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総総括括研研究究報報告告書書  

法法学学的的視視点点かかららみみたた社社会会経経済済情情勢勢のの変変化化にに対対応応すするる  

労労働働安安全全衛衛生生法法体体系系にに係係るる調調査査研研究究  

  
研究統括者 三柴 丈典 近畿大学法学部法律学科・教授 

 
研究要旨 
本研究事業は、 
①安衛法に関する体系書の制作 
＊特に条規の趣旨、運用実態（関係判例や監督指導の実際）を明らかにしたものであ

って、先の研究プロジェクト（当研究の統括である三柴が代表を務めた「労働安全衛生

法の改正に向けた法学的視点からの調査研究（１９ＪＡ１００１）（以下、「先の研究

プロジェクト」という））」から引き継いだもの。 
書籍にして約 1700 頁、報告書段階では 2000 頁を超え、学問的にも実務的にも最も充

実した体系書の完成を予定している。 
②制作した体系書から、特に運用実態に関する情報を抜き出し、産業保健と安全衛生

全般に関する法教育のための教本を制作すること 
③②の教本を用いて、少人数の被験者グループを対象にした実践的な法教育を実施

し、その効果を測定すること 
を目的としている。 
今年度は、①と③のうち産業保健法学研修の準備作業（専門委員会の組織、カリキュ

ラムの作成、効果測定指標の開発と受講者（被験者）の特定）に注力した。 
本プロジェクトのうち、特に体系書の制作にかかるエフォートは膨大で、未だ完了し

得ていないが（内容的には、半ば安全衛生行政の試行錯誤の棚卸しのような様を呈して

いる）、予定した分担報告書は全て提出され、統括による要約も 2/3 近く完了してい

る。 
現段階で得られた知見は、要約、以下の通り（図 1 を参照されたい）。 
日本の安衛法は、道交法などと同様に、人の生命・身体・財産を主な保護法益として

きた。しかし、どちらも、3E（規制、技術、教育）等による安全行動の秩序（無形財）

の形成を図ることで、社会・経済条件等の変化の中で、大きな災害防止効果を挙げてき

た。安衛法の場合、以前は、技術者が解明した労災の再発防止策をそのまま義務規定と

していたが、十分な災防効果を挙げられなかったことから、経営工学等を活用した、よ

り本質的な対策が盛り込まれて、災防効果が現れた。典型例は、発注者（他者から仕事

を請け負っていない最も先次の注文者（法第 30 条第 2 項）。法第 31 条の 3 からも明ら

かなように、自ら仕事の一部を行うか否かは問われないが、請負業者でないこと（いわ

ばお客様）を前提にしているので、自身で仕事を行わないことが多い。自ら仕事を行う

場合、元方事業者に該当し得る）や元方事業者等に作業場の安全を統括管理させる規制

や、経営利益の帰属主体である事業者に最終責任を負わせると共に、安全管理者や衛生

管理者、作業主任者などの専門知識を持つ担当者を活用するよう義務づけた規定であ

る。 
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その後、安全に比べて、リスク要因や有効な対策が不明確だったり、個別性が求めら

れる衛生問題や健康問題に焦点が当たると、作業環境測定法、長時間労働面接制度、ス

トレスチェック制度のように、専門家の活用を重視する法制度の整備が進んだ。近年

は、がん患者の治療と就労の両立支援、副業・兼業・フリーランスの健康促進策のよう

に、安衛法に基づき、労働者のみならず、その関係者の QOL や QOWL の実現を図る政

策が進められるようになっている。これは、技術的法制度が社会的法制度に変質してき

たということである。 
こうした法制度の展開を通じて、技術的な再発防止策をルール化した安全衛生基準の

整備や、安全衛生技術の開発は進んだが、リスク創出者等の管理責任負担原則や、経営

者・組織の意識や知識の向上、未解明のリスク対応などの積み残し課題も多い。そうし

た課題の集積とも言えるのが、化学物質対策である。 
こうした日本の法制度とそれを支える文化は、日本より死亡災害等の低減につき高水

準の安全衛生を達成しているイギリスなどとは異なるが、民事法上の安全・健康配慮義

務が発展し、使用者らに安全衛生上のリスク管理を幅広く求めるようになっている。少

子高齢化も背景に、特に健康配慮義務の展開が著しい。 
もっとも、災防効果との関係では、①達すべき目的、②構築すべき体制、③方法論の

明示、の重要性は変わっていない。特に、不確実性（原因と対策が不明確なこと）が強

い、ないし個々人の自己決定（自分に関わることは自ら決めること）との調整が求めら

れる健康対策では、③（及び②）をガイドライン等のソフト・ローにして、事業場の実

情に応じた方法論を許容する方策が求められる。 
ガイドラインは、法の履行支援のツールと理解されているが、明快に法遵守の基準と

位置づけ、かならずしも違反の基準とはしない、すなわち、同様の効果を達成できる限

り反しても構わないとの位置づけとすることで、規制の性能要件化を支援すると思われ

る。 
以下、分野ごとに提言の要点のみ述べる。 
化学物質管理では、「化学物質は全てあぶない（危険性・有害性をもつ）かもしれな

い」旨の文言を法律条文等に挿入することで、リスクアセスメントの全面的な義務化に

も貢献すると思われる。従前のように、危険有害性が判明したところに資格者を充てる

のではなく、リスクが殆どないことを適任な専門家に証明させる発想転換が求められ

る。 
産業保健では、メンタルヘルスや生活習慣病等の技術的対応が困難な課題につき、目

標とする健康状態を本人に選択させる必要がある。WHO の示す、身体的、精神的、社

会的健康の全てを達することは難しいので、そのいずれについて、何をどの程度達成す

るかを、専門家との対話の中で個人と事業組織が自己決定していくように誘う必要があ

る。それによって、個人と事業組織の（利害）調整も可能となる。絶対の健康状態を目

指さないことが重要であり、それを支援する専門家にも、法や経営の実務に関する学修

を通じた社会性の習得が求められる。 
個人事業者等の安全衛生については、リスク創出者管理責任負担原則を基本原則とし

て、業域ごとで就労者が加入するか、就労者の働き方／安全衛生に影響を与える業者の

団体の形成を促し、災害データの収集や再発防止を筆頭に、安全衛生の実現のための管

理体制を敷かせる必要がある。 
より個別具体的な提言は、先の研究プロジェクトで行政官等から示された提言につい

て研究班会議で議論した結果を該当の分担報告書で示した。 
法教育プログラムの開発は、初年度の課題とした産業法学研修について、双方に進め

られた。 
先ずは研究統括者（三柴）が、産業保健に関する判例を中心とした基本的な法情報を

習得するための講座と、具体的な事例検討から成るカリキュラムを編成した。また、教

育工学者、産業医、弁護士、人事関係者ら、多職種から成る委員会を組織し、カリキュ
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ラムの承認を経て、効果測定指標、運営事項について意見を出し合い、人事関係者は、

受講者（被験者）となる者を推薦した。こうして、学会会員からの応募者と合わせ、約

25 名から成る受講者グループが形成された。次年度には、研修が終了し、終了直後と数

ヶ月を経た時点での効果測定が行われる予定である。並行して、安全衛生一般に関する

法学研修のプログラム開発も開始する。 
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分分担担研研究究者者  
【法学・行政学グループ】 
①阿部 理香 
九州国際大学法学部・助教 
②石﨑 由希子 
横浜国立大学大学院国際社会科学研究

院・准教授 
③井村 真己 
追手門学院大学・教授 
④大藪 俊志 
佛教大学社会学部公共政策学科・准教

授 
⑤佐々木 達也 
名古屋学院大学法学部・専任講師 
⑥北岡 大介 
東洋大学准教授、特定社会保険労務

士・元労働基準監督官 
⑦長谷川 聡 
専修大学法学部・教授 
⑧三柴 丈典 
近畿大学法学部法律学科・教授 
⑨南 健悟 
日本大学法学部法律学科・教授 

 
【関連領域グループ～産業保健関係～】 
①森 晃爾 
産業医科大学産業生態科学研究所・教

授 
 
【関連領域グループ～安衛研関係～】 
①大幢 勝利 
労働者健康安全機構労働安全衛生総合

研究所研究推進・国際センター・センタ

ー長 
②吉川 直孝 
同建設安全研究グループ・上席研究員 
③高木 元也 
同新技術安全研究グループ・特任研究

員 
④平岡 伸隆 
同建設安全研究グループ・主任研究員 

 
研研究究協協力力者者  
【法学・行政学グループ】 
①大場 敏彦 
流通経済大学・教授 
②鎌田 耕一 
東洋大学・名誉教授、前労働政策審議

会会長 
③田中 建一 
東洋大学・非常勤講師 
④原 俊之 
明治大学・兼任講師 
⑤吉田 肇 
天満法律事務所・弁護士、元京都大学

客員教授 
⑥淀川 亮 
弁護士法人英知法律事務所・弁護士 

 
【立法作業経験者グループ】 
①浅田 和哉 
特定社会保険労務士、労働安全・衛生

コンサルタント、元主任中央産業安全専

門官、元主任中央労働衛生専門官、元茨

城・大分労働局長 
②唐澤 正義 
労働衛生コンサルタント、元福岡労働

基準局長 
③畠中 信夫 
元白鴎大学法学部・教授、元中央労働

委員会事務局次長 
 
【行政現場実務経験者（元労働基準監督

官）グループ】 
①藤森 和幸 
元東京安全衛生教育センター、元鳥取

労働局長 
②玉泉 孝次 
近畿労務安全衛生研究所・所長、元丹

後労働基準監督署長 
③篠原 耕一 
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合資会社労務トラスト・代表社員、元

労働基準監督官 
 
【行政現場実務経験者（現労働基準監督

官）グループ】 
①近藤 龍志 
労働基準監督官 
②笹井 健司 
労働基準監督官 
③森山 誠也 
労働基準監督官 

 
【安全衛生実務者グループ】 

①角田 淳 
労働安全コンサルタント

  
【その他（元行政官）】 

①只野 祐 
元公益社団法人全国労働衛生団体連合

会・専務理事、元厚生労働省・職業病認

定対策室室長 
②柳川 行雄 

  
【法教育の効果測定プロジェクト関係】 

①西本 実苗 神戸女子大学心理学

部・講師（分担報告書等執筆担当） 
②高橋 朋子 近畿大学教職教育部・

准教授 
③泉 陽子 東北大学 東北メディカ

ル・メガバンク機構・教授 
④井上 洋一 愛三西尾法律事務所・

弁護士 
⑤岩井 龍人 公益財団法人佐々木研

究所 
⑥岩村 和典 ニッポン高度紙工業株

式会社 
⑦海野 賀央 SCSK 株式会社 
⑧熊谷 明男 元日立ソリューション

ズ人事総務部長 
⑨国分 茂行 某社人事労務部員 
⑩小島 健一 鳥飼総合法律事務所・

弁護士 
⑪境 浩史 株式会社島津製作所 
⑫渋谷 純輝 合同会社ワンピック・

産業医 
⑬林 幹浩 株式会社ビスメド・産業

医 
⑭深田 浩嗣 阪急阪神マーケティン

グソリューションズ株式会社 
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Ａ．研究目的

本研究事業は、 
①安衛法に関する体系書の制作 
＊特に条規の趣旨、運用実態（関係判

例や監督指導の実際）を明らかにしたも

のであって、先の研究プロジェクト（当

研究の統括である三柴が代表を務めた

「労働安全衛生法の改正に向けた法学的

視点からの調査研究（１９ＪＡ１００１）

（以下、「先の研究プロジェクト」とい

う））」から引き継いだもの。 
書籍にして約1700頁、報告書段階では

2000 頁を超え、学問的にも実務的にも最

も充実した体系書の完成を予定している。 
スピンアウトとして、法改正提案を導

くことも予定している。 
②制作した体系書から、特に運用実態

に関する情報を抜き出し、産業保健と安

全衛生全般に関する法教育のための教本

を制作すること 
③②の教本を用いて、少人数の被験者

グループを対象にした実践的な法教育を

実施し、その効果を測定すること 
を目的としている。 

 
Ｂ．研究方法

今年度は、①と③のうち産業保健法学

研修の準備作業（専門委員会の組織、カ

リキュラムの作成、効果測定指標の開発

と受講者（被験者）の特定）に注力した。 
①にかかる作業が膨大であり、今年度

に予定していた、②のうち産業保健法学

研修用の教本の制作には至らなかったが、

ゲラまでは完成しており、③の実施に必

要なパワーポイントのスライドは、各担

当講師が作成済みのため、特段の問題は

ない。③について、上記の準備作業は完

了した。 
①については、先の研究プロジェクト

における手法、すなわち、法学・行政学

グループと行政現場実務経験者の一部が

筆者となり、1 次・2 次資料と共に、先の

研究プロジェクトから累計 30回近くに及

ぶ研究班会議やインタビューを通じ、研

究班内外の立法作業経験者や行政現場実

務経験者から情報を収集し、法の運用実

態を豊富に盛り込む解説（逐条解説と横

断的課題の検討）を執筆した。 
合わせて、先の研究プロジェクトで実

施した行政官等向けのアンケート調査の

結果得られた法改正提案を班会議で検討

し、妥当なものを選定した。 
解説は。ほぼ全て完成したが、統括者

による要約とチェックが 1/3 ほど未了と

なっている。 
③は、【法教育の効果測定プロジェク

ト関係】所掲のメンバーに分担研究者の

森晃爾教授を加えた委員会を組織し、3
回にわたる会合を重ねた（ただし、人事

関係委員は 2 回目後に選任し、3 回目か

ら参加）。この間、統括者によるカリキ

ュラム案の作成、委員の知見に基づく意

見と議論を踏まえ、教育工学者が整理し

て、効果測定指標が開発された。あわせ

て、受講条件などを決定し、受講者（被

験者）の募集から特定までを実施した。 
 
Ｃ．研究結果

一 現行法制度の背景と趣旨

1 吉川・大幢・平岡ほか報告（現
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行法の制定経緯）

吉川・大幢・平岡ほか報告は、現行安
衛法の制定過程、すなわち法制度史、同
法の制定を後押しした制定直前期の重大
災害及び当時の災害の一般的傾向、並び
にそれらを踏まえて現行法の骨格を形成
した労働基準法研究会の分科会の概要を
示している。
同報告では、
ア 現行安衛法の嚆矢とも言えるのが、
（明治 ）年に制定された工場法で

あり、同法中に設けられた、第 条～第
条：保護職工（ 歳未満の者及び女子）

の危険有害業務への就業制限、第 条：
傷病者及び妊婦への就業制限、第 条：
男子を含む職工一般に対する危害の予防、
第 条：臨検などの定めが、特に安全衛
生と関係が深かったこと、要するに、対
象を、一般労働者、弱い労働者（保護職
工）、特に弱い労働者（傷病者・妊婦）の
区分に分けた規制を行っていたこと、
イ 工場法時代に、マッチの製造に際

しての黄燐の使用を禁じるなどした内務
省所管の黄燐燐寸製造禁止法（ （大
正 ）年制定）、屋外産業での労災補償
制度の確立を主な目的としつつ、労災防
止にかかる規制も図った内務省所管の労
働者災害扶助法（ 年（昭和 ）年制
定）および、工場法の適用対象者も含め
てその責任保険化を図った労働者災害扶
助責任保険法（ （昭和 ）年制定）
などの安全衛生に関する法律が制定され
たほか、工場法第 条に基づく工場附属
寄宿舎規則（ （昭和 ）年内務省令
第 号）、工場危害予防及衛生規則
（ （昭和 ）年内務省令第 号）、

労働者災害扶助法第 条に基づく土石採
取場安全及衛生規則（ （昭和 ）年
内務省令第 号）、汽罐取締令（
（昭和 ）年内務省令第 号）、土木
建築工事場安全及衛生規則（ （昭和
）年内務省令第 号）、土木建築工事

場附属寄宿舎規則（ （昭和 ）年厚
生省令第 号）などの規則が制定され、
工場内外を適用対象とする安全衛生規制
が発達したこと、
ウ （昭和 ）年に内務省から分

離した厚生省から更に分離した労働省が
所管する労基法が制定され、その第 章

か条等に安全衛生に関する定めが設け
られたほか、その下に か条から成る
旧安衛則（ （昭和 ）年労働省令第
号）や事業附属寄宿舎規程（ （昭

和 ）年労働省令第 号）が設けられた
こと、これらは、工場法時代の法規則を
基礎としつつ、全業種の全労働者に適用
が及ぶ普遍性と体系性を持ち、当時から
国際的にも高水準にあったが、その制定
直後からの活発な改正、新たな法規則の
分離、新設～けい肺及び外傷性せき髄障
害に関する特別保護法（ （昭和 ）
年）、ボイラ及び圧力容器安全規則
（ （昭和 ）年）、電離放射線障害
防止規則（ （昭和 ）年）の制定等
～をもって、その水準が維持されてきた
こと、
エ 高度経済成長に伴う多くの新しい

技術の登場、それに対応できる技術者の
不足等により、大規模重篤災害が多発し
たこと、その好例として、 （昭和 ）
年 月に荒川放水路の新四ツ木橋架設工
事で発生したリングビーム工法での倒壊
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災害（死者 人）と同年 月に発生した
エチレンの直接酸化法での爆発災害（死
者 人）、 （昭和 ）年 月に大阪
市の地下鉄建設工事現場で発生したガス
爆発災害（死者 人、重軽傷者 人）、
同年 月に長崎市の造船所で発生したタ
ービンローターの破裂災害（死者 人、
重軽傷者 名強）が挙げられること、も
っとも、新法制定を強く後押ししたのは、

（昭和 ）年 月 日同日（いわ
ゆる「魔の土曜日」）に発生した東海道本
線鶴見駅付近列車脱線二重衝突事故（死
者 人）と三井三池炭鉱での炭じん爆
発災害（死者 人、一酸化炭素中毒の
後遺症者約 人）だったこと、この
うち大阪市の地下鉄工事現場でのガス爆
発災害（天六ガス爆発災害）は、現行安
衛法第 条（ガス工作物等設置者の義
務）の設置の原動力になったと解される
こと、
オ （昭和 ）年 月に発足した

労働基準法研究会のもとに （昭和 ）
年 月に設けられた安全衛生小委員会
（後の第 小委員会）が詳細を検討し、
翌 （昭和 ）年 月に労働省に提出
された同研究会報告書が現行安衛法の骨
格を形成したこと、そこでは、以下のよ
うな事柄が指摘されていたこと、すなわ
ち、
①戦後、高度経済成長期を経て休業

日以上の死傷災害が増加し、昭和 年に
は約 万人（うち死亡者約 人）、
昭和 年にも約 万人に達していたこ
と（ 年には 万人弱）、
②業務上疾病も昭和 年時点で 万件

を超えていたこと（ 年には休業 日

以上で 人強）、内訳は、チェンソー
による白蝋病、キーパンチャー業務によ
る頸肩腕症候群などの物理的な加力がも
たらした疾病、負傷がもたらした疾病が
多かったが、有機溶剤中毒などの化学的
障害によるものも増加傾向にあったこと、
③こうした傾向の背景に、技術革新に

伴う生産設備の大型化、複雑化、高速化、
職業病や公害の発生等に象徴される産業
の非人間化があったと解されること、
④特に製造業、建設業の災害が多く、

災害の重篤度を示す度数率では鉄道軌道
新設事業、舗装事業、ずい道新設事業な
どが高かったこと、原因別では、クレー
ンなどの他、自動車などの動力運搬機、
重建設機械によるものが多かったこと、
また、「機械にはさまれ」、「飛来落下物に
あたる」、「墜落」、「転倒」など、作業方
法や不安全行動に起因する伝統的災害も
多発していたこと、
⑤中小企業では、大企業より危険な作

業を担当しがちであること、安全衛生設
備に投下する資金に乏しいこと、下請企
業の間で能力格差があって安全衛生面で
の協議連携が困難な場合が多いこと、大
企業が下請の安全衛生管理に消極的な場
合が多いこと、離職率が高く熟練労働者
の確保が難しいこと、安全より生産に追
われ易いこと、一般に衛生管理に関する
意識が乏しいことなどの構造的問題があ
る（≓一層深刻になっている）こと、
⑥労働力構成の高齢化、若年労働者等

の体力の低下、疾病による休業の増加な
ど、おそらく社会経済構造の変化と関わ
る新たな健康問題が生じていたこと、な
ど。
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障害によるものも増加傾向にあったこと、
③こうした傾向の背景に、技術革新に

伴う生産設備の大型化、複雑化、高速化、
職業病や公害の発生等に象徴される産業
の非人間化があったと解されること、
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の確保が難しいこと、安全より生産に追
われ易いこと、一般に衛生管理に関する
意識が乏しいことなどの構造的問題があ
る（≓一層深刻になっている）こと、
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ど、おそらく社会経済構造の変化と関わ
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総括研究報告書（三柴 丈典）

カ 労基法研究会報告書は、以上のよ
うな災害傾向分析を踏まえ、従前の制度
について、以下のような問題点を指摘し
ていたこと、
①労基法体系下での規制では、総合的

な予防施策を講じにくく、特に産業社会
の急激な変化に対応しにくいこと、
②より具体的には、最低基準による規

制を超える幅広く柔軟な行政の展開が困
難なこと、
③官民双方に、安全衛生に詳しい技術

者（安全衛生人材）が乏しいこと、
④中小企業や構内下請事業への対策が

不十分なこと、など。
キ 労基法研究会報告書は、以上の認

識を踏まえ、以下の基本方針を打ち出し
ていたこと、その方針に基づく項目立て
が概ね現行安衛法の章立てに反映された
こと、ただし、安全技師の選任と医師に
よる通報等の制度の提言は反映されなか
ったこと、
①積極的、科学的対策、
②新工法、新原材料対策のための事前

審査制度、
③機械設備の本質的安全化のための発

注、設計段階での安全性確保、
④職場の環境改善による公害源の解消、
⑤労働者の体力づくり等の積極的対策、
⑥技術指針の作成・公表、労災多発事

業場への勧告制度などの行政による柔軟
で幅広い誘導策、
⑦以上の方策を支える安全衛生研究の

推進、
⑧安全衛生人材の積極的な養成と官民

両者への供給、
⑨中小企業や構内下請企業に対する親

企業の責任強化と行政による技術面、財
政面での支援、など。
ケ 工場法→旧労基法→労基法研究会

報告書→現行安衛法という流れには一定
の連続性があり、例えば、旧労基法時代
に制定された旧安衛則、電離則、特化則、
高圧則などの規定の中には、安衛法に格
上げされたものも多かったこと、
コ 安衛法の制定過程では、発注者

（他者から仕事を請け負っていない最も
先次の注文者（法第 条第 項）。法第
条の からも明らかなように、自ら仕

事の一部を行うか否かは問われないが、
請負業者でないこと（いわばお客様）を
前提にしているので、自身で仕事を行わ
ないことが多い。自ら仕事の一部を行う
場合、元方事業者に該当し得る）を含め、
建設工事等の注文者の関係請負人に対す
る指導の努力義務についても検討されて
いたこと、
サ 現行安衛法は、以上の経緯を経て、

旧労基法第 章のほか、労働災害防止団
体等に関する法律第 章（労災防止計画）
及び第 章（元方事業者の責任等の特別
規制）を母体として形成され、その施行
後約 年で死亡災害が半減したこと、
等が示されている。

 
二 逐条解説

1 三柴報告①（第 1章第 1条～第 5
条、第 3 章第 10 条～第 19 条の 3）
（本文は完了、要約は未了） 
三柴報告①は、第1章第1条～第5条、

第 3 章第 10 条～第 19 条の 3 について解

説している。前者は概ね、安衛法の趣旨

や基本用語の定義、事業者のほか、労働
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総括研究報告書（三柴 丈典）

者、注文者ら関係者の一般的な義務等を

定めている。後者は概ね、現行安衛法が

大きな労災防止効果をあげた要素の 1 つ

と察せられる安全衛生管理体制について

定めている。 
すなわち、 
ア 第 1 条は、労基法と相まって、①

危害防止基準の確立、②安全衛生管理体

制の整備、③自主的活動の促進等、総合

的計画的対策により、労働の安全、健康

確保のほか、快適職場形成の促進を図る

旨定めていること、 
これは、本法律が、労基法から分離独

立したことで、同法の姉妹関係を維持し

つつも、使用者依存の最低基準規制では

安全衛生を実現できないことも踏まえ、

より総合的に（譲渡提供者等のリスク創

出者なども名宛人として、安全衛生管理

体制の設置など、多様な対策を計画的か

つ重点的に）対策を講じるべきこと、そ

の際、賃金、労働時間、休日などの一般

的労働条件規制と連携すべきこと、それ

らによって、快適職場形成に至る高水準

の達成を図るべきこと、を目的とするこ

とを宣言する趣旨であること、 
ただし、本法の体系には、特化則第 12

条のように公害防止規定があり、安衛法

本法にも物の危険性防止や職場環境整備

を図る規定があって、これらの保護対象

は労働者に限らないと解し得ること（建

設アスベスト（神奈川第 1 陣）事件最 1
小判令和 3年 5 月 17 日最高裁民事判例集

75 巻 5 号 1359 頁）、 
主な手法として挙げられた、①危害防

止基準の確立、②安全衛生管理体制の整

備、③自主的活動の促進、のうち、 

①は、主に罰則で履行を担保され、物

的・人的な措置を義務づける具体的な再

発防止策であり、物的リスクへの物的対

策（製造流通規制、使用段階での諸規制）

のほか、作業上のリスク対策、能力不足

等の人的リスク対策がメインであること、 
②は、安全衛生を促進するための経営

体制づくりともいえ、事業場内の経営責

任者による安全・衛生管理者などの補佐

を得た総括管理のほか、元請―下請関係

下の労働者等による混在作業現場での統

括管理などが図られてきたこと、 
③は、区々多様な職場リスクに応じ、

労働者参加も得て積極的な労災防止対策

を講じさせようとするもので、後に労働

安全衛生マネジメントシステムによるリ

スクアセスメントの慫慂にも発展したこ

と、 
イ 本条にいう「快適な職場環境の形

成」は、作業場所の空気、湿度、照度等

の物理的環境を意味する作業環境のほか、

作業方法等労働者の利用施設等の状況を

意味し、これを具体化したいわゆる快適

職場指針（平成 4 年 7 月 1 日労働省告示

第 59号）は、これには休養・洗面施設の

ほか、疲労・ストレスに関する相談室等

も含まれるとしているが、労働時間のよ

うな一般的労働条件や、仕事の質量のよ

うな人事労務管理事項は、少なくとも条

文設定当初は前面に出されなかったよう

に思われること、 
本条にいう「労働基準法と相まって」

とは、賃金、労働時間、休日などの労基

法が司る一般的労働条件が労災発生と密

接な関係を持つため、両者の一体的運用

が求められること（昭和 47 年 9 月 18 日
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の際、賃金、労働時間、休日などの一般

的労働条件規制と連携すべきこと、それ

らによって、快適職場形成に至る高水準

の達成を図るべきこと、を目的とするこ

とを宣言する趣旨であること、 
ただし、本法の体系には、特化則第 12

条のように公害防止規定があり、安衛法

本法にも物の危険性防止や職場環境整備

を図る規定があって、これらの保護対象

は労働者に限らないと解し得ること（建

設アスベスト（神奈川第 1 陣）事件最 1
小判令和 3年 5 月 17 日最高裁民事判例集

75 巻 5 号 1359 頁）、 
主な手法として挙げられた、①危害防

止基準の確立、②安全衛生管理体制の整

備、③自主的活動の促進、のうち、 

①は、主に罰則で履行を担保され、物

的・人的な措置を義務づける具体的な再

発防止策であり、物的リスクへの物的対

策（製造流通規制、使用段階での諸規制）

のほか、作業上のリスク対策、能力不足

等の人的リスク対策がメインであること、 
②は、安全衛生を促進するための経営

体制づくりともいえ、事業場内の経営責

任者による安全・衛生管理者などの補佐

を得た総括管理のほか、元請―下請関係

下の労働者等による混在作業現場での統

括管理などが図られてきたこと、 
③は、区々多様な職場リスクに応じ、

労働者参加も得て積極的な労災防止対策

を講じさせようとするもので、後に労働

安全衛生マネジメントシステムによるリ

スクアセスメントの慫慂にも発展したこ

と、 
イ 本条にいう「快適な職場環境の形

成」は、作業場所の空気、湿度、照度等

の物理的環境を意味する作業環境のほか、

作業方法等労働者の利用施設等の状況を

意味し、これを具体化したいわゆる快適

職場指針（平成 4 年 7 月 1 日労働省告示

第 59号）は、これには休養・洗面施設の

ほか、疲労・ストレスに関する相談室等

も含まれるとしているが、労働時間のよ

うな一般的労働条件や、仕事の質量のよ

うな人事労務管理事項は、少なくとも条

文設定当初は前面に出されなかったよう

に思われること、 
本条にいう「労働基準法と相まって」

とは、賃金、労働時間、休日などの労基

法が司る一般的労働条件が労災発生と密

接な関係を持つため、両者の一体的運用

が求められること（昭和 47 年 9 月 18 日
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基発第 91号）を意味すること、他方、本

条（安衛法第 1条）と労基法第 42条（い

わゆるドッキング規定）により、安衛法

上の危害防止基準に労基法第 13 条が適用

されて、労働契約直律効を持つかについ

て、立法関係者は否定的に解しており、

それらドッキング規定につき、あくまで

労基法の基本憲章的規定（労使の対等決

定原則、強制労働の禁止、労働者及び使

用者の定義等）の安衛法への波及を意図

したものに過ぎないとしていること、よ

って、民事上の過失責任法理（安全配慮

義務等）の側で、適切な事情下で適切な

安衛法規を参酌するのが立法趣旨に適う

と解されること、 
ウ  

 
 
 

事業者の定義 使用する者→他者に対

する安全衛生上のリスクを創出する者

（リスクに関する情報を持ち、管理権限

を持つ者を含む） 
 

 
 
2 大藪・近藤報告①（第2章第6条
～第 9 条）

（大藪報告、災防計画策定関係者へのイ
ンタビューを踏まえた近藤修正も完了。
近藤修正の要約は未了）
大藪・近藤報告①は、法第 章に属す

る第 条から第 条について解説してい
る。具体的には、これらの条項が規定す
る カ年ごとの労働災害防止計画制度に
つき、その発祥から後の経緯を詳述して

いる。
すなわち、
ア 年（昭和 年）当時、労働

災害による死者が 人以上、休業
日以上の死傷者数が約 万人に達してい
たことから、政府全体の災害防止の取り
組みの一環として、産業災害防止総合
カ年計画という名称でスタートし、その
後、労災防止団体法で法制度化され、現
行安衛法に引き継がれたこと、
イ 第 次計画（ 年（昭和 年）

開始）までは災害発生件数等を半減させ
ようとし、その後は労災発生率の約 割
減少を目標としていたが、発生件数や発
生率の減少と共に目標値が漸減し、第
次計画から労災総発生件数の概ね ％減
少、第 次計画から同じく概ね 割減少、
第 次計画からは死傷者数の ％減少
を目標とするようになったこと、
ウ 第 次計画（産業災害防止総合

カ年計画： 年（昭和 年）開始）
の段階から、計画的取り組み、事業者
（団体）による自主的取り組み、すなわ
ち区々多様な職場リスクに応じた積極的
な災害防止の取り組み（これは後に労働
安全衛生マネジメントシステムによるリ
スクアセスメントの誘導に発展する）、重
大災害対策や重点業種（当初は建設、港
湾荷役、林業等。その後、製造業、陸運
業等が含まれるようになった）や中小規
模事業への焦点合わせ（：選択と集中）、
生産設備や機械の本質的な安全化、作業
行動自体の安全化、行政による監督指導
体制の強化等が掲げられ、その後も継承
されていったこと、ただし、重点業種の
設定は第 次計画、機械の本質的な安全
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化は第 次計画で特徴的に示されたこと、
エ 第 次計画（ 年（昭和 年）

開始）から、化学物質による健康障害や
一般的な職業性疾病対策と共に、作業関
連疾患対策、長時間労働時間対策などの
健康面の対策が盛り込まれ、合わせて労
働者参加も含む自主的対策の強化、安全
衛生教育が強調されるようになったこと、
オ 第 次計画（ 年（昭和 年）

開始）から、化学物質対策における有害
性調査や作業環境管理のほか、産業医
学・産業保健の推進、労災防止団体の活
動強化等が盛り込まれるようになったこ
と、総じて、危険有害性が分かりにくい
衛生や健康の積極的な対象化に伴い、情
報の収集・提供など、ソフトな対策も積
極的に盛り込まれるようになったこと、
また、中高年齢者（第 次計画以後は高
年齢者）の安全衛生対策も盛り込まれる
ようになったこと、
カ 第 次計画（ 年（昭和 年）

開始）から、第三次産業対策が盛り込ま
れるようになったこと、
キ 第 次計画（ 年（昭和 年）

開始）では、作業環境管理の徹底と特殊
健診項目の見直し、有害物対策の総合的
推進、海外派遣労働者や企業の海外進出
に伴うリスク対策のほか、総合的推進施
策として、安全衛生研究体制の整備、専
門技術団体の活動促進等（このうち前者
はその後も継承された。後者は第 次計
画で同旨の内容が復活した）も盛り込ま
れたこと、
ク 第 次計画（ 年（平成 年）

開始）では、建設、陸運業等と共に第三
次産業である卸売・小売・サービス業が

重点化されたこと、爆発・火災災害、交
通災害が特定災害として重点化されたこ
と、電離放射線等対策、化学物質等の危
険有害性等の表示制度の推進、心身両面
の健康づくりの推進、外国人労働者の増
加に伴う災防対策（これは、第 次計画
以後も継承されていった）等が盛り込ま
れたこと、
ケ 第 次計画（ 年（平成 年）

開始）では、じん肺、職業がん等の減少、
酸素欠乏症、一酸化炭素中毒等の撲滅が
掲げられ、化学物質健康障害防止対策が
職業性疾病対策から独立して設定され、
健康確保対策にストレスマネジメント対
策が盛り込まれたこと、国際水準に立っ
た行政展開等が盛り込まれたこと、
コ 第 次計画（ 年（平成 年）

開始）からは、ケに加え、労働安全衛生
マネジメントシステムの活用促進、就業
形態の多様化・雇用の流動化への対策が
盛り込まれたこと、ケのストレスマネジ
メント対策がメンタルヘルス対策に代え
られたこと、
サ 第 次計画（ 年（平成 年）

開始）では、労働安全衛生マネジメント
システムの活用促進等が強調されたほか、
建設業での転落・墜落災害防止対策、腰
痛防止対策、振動・騒音障害防止対策、
熱中症予防対策、アスベストの全面禁止
の徹底、解体作業等におけるばく露防止
対策等が盛り込まれたこと、
シ 第 次計画（ 年（平成 年）

開始）では、改めて小売・飲食のほか、
社会福祉事業等の三次産業対策が重点化
されると共に（ただし、社会福祉事業が
掲げられたのは、第 次計画が初めて）、
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化は第 次計画で特徴的に示されたこと、
エ 第 次計画（ 年（昭和 年）

開始）から、化学物質による健康障害や
一般的な職業性疾病対策と共に、作業関
連疾患対策、長時間労働時間対策などの
健康面の対策が盛り込まれ、合わせて労
働者参加も含む自主的対策の強化、安全
衛生教育が強調されるようになったこと、
オ 第 次計画（ 年（昭和 年）

開始）から、化学物質対策における有害
性調査や作業環境管理のほか、産業医
学・産業保健の推進、労災防止団体の活
動強化等が盛り込まれるようになったこ
と、総じて、危険有害性が分かりにくい
衛生や健康の積極的な対象化に伴い、情
報の収集・提供など、ソフトな対策も積
極的に盛り込まれるようになったこと、
また、中高年齢者（第 次計画以後は高
年齢者）の安全衛生対策も盛り込まれる
ようになったこと、
カ 第 次計画（ 年（昭和 年）

開始）から、第三次産業対策が盛り込ま
れるようになったこと、
キ 第 次計画（ 年（昭和 年）

開始）では、作業環境管理の徹底と特殊
健診項目の見直し、有害物対策の総合的
推進、海外派遣労働者や企業の海外進出
に伴うリスク対策のほか、総合的推進施
策として、安全衛生研究体制の整備、専
門技術団体の活動促進等（このうち前者
はその後も継承された。後者は第 次計
画で同旨の内容が復活した）も盛り込ま
れたこと、
ク 第 次計画（ 年（平成 年）

開始）では、建設、陸運業等と共に第三
次産業である卸売・小売・サービス業が

重点化されたこと、爆発・火災災害、交
通災害が特定災害として重点化されたこ
と、電離放射線等対策、化学物質等の危
険有害性等の表示制度の推進、心身両面
の健康づくりの推進、外国人労働者の増
加に伴う災防対策（これは、第 次計画
以後も継承されていった）等が盛り込ま
れたこと、
ケ 第 次計画（ 年（平成 年）

開始）では、じん肺、職業がん等の減少、
酸素欠乏症、一酸化炭素中毒等の撲滅が
掲げられ、化学物質健康障害防止対策が
職業性疾病対策から独立して設定され、
健康確保対策にストレスマネジメント対
策が盛り込まれたこと、国際水準に立っ
た行政展開等が盛り込まれたこと、
コ 第 次計画（ 年（平成 年）

開始）からは、ケに加え、労働安全衛生
マネジメントシステムの活用促進、就業
形態の多様化・雇用の流動化への対策が
盛り込まれたこと、ケのストレスマネジ
メント対策がメンタルヘルス対策に代え
られたこと、
サ 第 次計画（ 年（平成 年）

開始）では、労働安全衛生マネジメント
システムの活用促進等が強調されたほか、
建設業での転落・墜落災害防止対策、腰
痛防止対策、振動・騒音障害防止対策、
熱中症予防対策、アスベストの全面禁止
の徹底、解体作業等におけるばく露防止
対策等が盛り込まれたこと、
シ 第 次計画（ 年（平成 年）

開始）では、改めて小売・飲食のほか、
社会福祉事業等の三次産業対策が重点化
されると共に（ただし、社会福祉事業が
掲げられたのは、第 次計画が初めて）、
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メンタルヘルス対策、過重労働対策が強
調され、古くて新しい、危険有害性がわ
かりにくい化学物質対策などの重要性も
改めて喚起されたこと、また、経営トッ
プの安全衛生意識の高揚や、信賞必罰の
姿勢が示されたこと、発注者（他者から
仕事を請け負っていない最も先次の注文
者（法第 条第 項）。法第 条の か
らも明らかなように、自ら仕事の一部を
行うか否かは問われないが、請負業者で
ないこと（いわばお客様）を前提にして
いるので、自身で仕事を行わないことが
多い。自ら仕事の一部を行う場合、元方
事業者に該当し得る）、製造者による安全
対策の強化が盛り込まれたこと、更に、
東日本大震災を受けた復旧・復興工事対
策、原子力発電所事故対策が盛り込まれ
たこと、
ス 第 次計画（ 年（平成 年）

開始）では、改めて死亡災害対策の強化
（建設業での墜落・転落防止、製造業で
の施設・機械等による災害防止等）が盛
り込まれたほか、過重労働による健康障
害防止対策、主にがん患者の治療と就労
の両立支援を想定した、疾病を抱える労
働者の健康確保対策、横断的課題として、
安全衛生専門人材の育成、労働安全・衛
生コンサルタント等の事業場外の専門人
材の活用等が盛り込まれたこと、
等を示している。
総じて、安全から危険有害性がわかり

にくい衛生、健康へ、一律的な強制規制
型から分権的な自主取組促進型へ、の流
れを辿ってきたが、震災などの大きな災
害、社会経済条件の変化などにより増加
する伝統的な建設労災などへの対応、古

くて新しい、危険有害性がわかりにくい
化学物質対策なども図られてきたことが
窺える。各次の計画に関連して、どのよ
うな法政策が講じられ、労災職業病がど
のような経過を辿ったかについては、継
続的な調査研究がなされる予定である。

3 原報告（第 4 章第 20 条～第 21
条）

（適用の実際の本文追記は完了、要約は
未了）
原報告は、第 章の事業者を名宛人と

する危害防止基準の設定を図った第 条
ないし第 条のうち、第 条と第 条
について解説している。
同報告では、
ア 両条文は、モノ（第 条）、作業

場所・作業方法（第 条）にかかる典型
的な労災の再発防止策の基準化（：危害
防止基準の設定）を図る、安衛法の基軸
とも言える規定であり、文言自体、工場
法時代の原型から殆ど変更はないが、そ
れに紐付く安衛則は、諸事情に応じて、
成長する規則と言われるほど進化ないし
変化してきていること、両条文を具体化
する規定は、概ね安衛則に盛り込まれて
いること、
イ 危害防止基準は、刑事罰や使用停

止命令等の行政権の発動をもって実効性
確保が図られており、労災民事訴訟で加
害者側の過失の裏付けとされることも多
いこと、それだけに、その策定や運用に
際しては、現実の必要との関係で過不足
を減らすと共に、名宛人による現実的な
実行可能性が考慮される必要があること、
ウ 本研究費による研究統括者の先行
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研究は、危害防止基準の過不足を減らす
ため、同基準の定め自体に一定程度抽象
性を持たせ、危険が窺われる場合には名
宛人である事業者に安全性の証明責任を
課す等の方策を提言しており、その正当
性と妥当性が検討されるべきこと、
エ 両条文が指す危険は、広く理解さ

れてきたこと、すなわち、第 条第 号
が定める機械等による危険には、原動機
や動力伝導部分への巻き込まれ危険など
のほか、機械が取り扱う原材料や製造す
る加工物の飛来、ボイラーの破裂等も含
まれること、第 号所定の爆発物、発火
物、引火物等は例示であって、事業場で
製造ないし取り扱う物が、一定条件下で
爆発、火災等を生じ、労働者に危険を及
ぼし得る場合、それに該当すること、ま
た、「等」とされているのは、単独では発
火等の危険はないが、可燃物や還元性物
質との接触に衝撃等が加わると爆発等が
生じる酸化性の物等も含まれる趣旨であ
ること、第 号所定の電気、熱その他の
エネルギーによる危険には、危険源への
直接の接触による感電危険のほか、アー
ク溶接による電光性眼炎（紫外線等によ
る眼の火傷のようなもの）、溶融高熱物に
よる火傷等の危険も含まれること、第
条が定める土砂等が崩壊するおそれがあ
る場所等には、物体の落下するおそれの
ある場所等が含まれること、
オ 法第 条や第 条が定める特定

機械等の製造や流通に関する規制は、安
衛則第 条やクレーン則第 条などが、
事業者に対して、それらの規制による構
造規格の審査等をパスしたもの以外の使
用を禁止しているため、間接的には、事

業者の危害防止基準としても機能してい
ること、
カ 法第 条の原型は、昭和 年に制

定された工場危害予防及び衛生規則第
条～第 条（原動機に関する規定）、第

条～第 条（爆発・火災・引火に関
する規定）、第 条の原型は、同規則第

条（墜落防止のための柵囲等の設置に
関する規定）にあったこと、これらの規
定は、明治 年に制定された工場法のう
ち、工場やその附属建設物等に物理的な
危険や衛生・風紀にかかる問題がある場
合に、行政官庁が工業主に改善措置や使
用停止を命じ得る旨を定めた第 条に基
づき定められたこと、これらの規則の策
定に当たっては、当時の内務省社会局が
関係各方面の意見を徴した経緯があるこ
と、工場法制定のための実地調査を主導
した岡實は、現場のリスクは多種多様で
変化もするので、法律では概括的な規定
を置き、具体的な定めは細則に委ねてい
た独仏等の制度を参考にこれらの条文を
起案した旨を著書に記していること、戦
後は、労基法第 章が安全衛生について
定め、そのうち第 条が使用者による危
害防止の一般規定を置き、その具体化の
ために旧安衛則が定められ、現行法第
条及び第 条並びに関連規則に該当する
規定は第 編に設けられたが、折々の災
害事情に応じて幾度か改正されてきたこ
と、昭和 年に現行安衛法が制定されて
第 章がその中核を担い、中でも第 条
及び第 条は、中核中の中核規定として、
その後一度も改正されず、最も多くの紐
付き規則を擁して現在に至っていること、
キ 工場法の制定前から、少女工の機
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研究は、危害防止基準の過不足を減らす
ため、同基準の定め自体に一定程度抽象
性を持たせ、危険が窺われる場合には名
宛人である事業者に安全性の証明責任を
課す等の方策を提言しており、その正当
性と妥当性が検討されるべきこと、
エ 両条文が指す危険は、広く理解さ

れてきたこと、すなわち、第 条第 号
が定める機械等による危険には、原動機
や動力伝導部分への巻き込まれ危険など
のほか、機械が取り扱う原材料や製造す
る加工物の飛来、ボイラーの破裂等も含
まれること、第 号所定の爆発物、発火
物、引火物等は例示であって、事業場で
製造ないし取り扱う物が、一定条件下で
爆発、火災等を生じ、労働者に危険を及
ぼし得る場合、それに該当すること、ま
た、「等」とされているのは、単独では発
火等の危険はないが、可燃物や還元性物
質との接触に衝撃等が加わると爆発等が
生じる酸化性の物等も含まれる趣旨であ
ること、第 号所定の電気、熱その他の
エネルギーによる危険には、危険源への
直接の接触による感電危険のほか、アー
ク溶接による電光性眼炎（紫外線等によ
る眼の火傷のようなもの）、溶融高熱物に
よる火傷等の危険も含まれること、第
条が定める土砂等が崩壊するおそれがあ
る場所等には、物体の落下するおそれの
ある場所等が含まれること、
オ 法第 条や第 条が定める特定

機械等の製造や流通に関する規制は、安
衛則第 条やクレーン則第 条などが、
事業者に対して、それらの規制による構
造規格の審査等をパスしたもの以外の使
用を禁止しているため、間接的には、事

業者の危害防止基準としても機能してい
ること、
カ 法第 条の原型は、昭和 年に制

定された工場危害予防及び衛生規則第
条～第 条（原動機に関する規定）、第

条～第 条（爆発・火災・引火に関
する規定）、第 条の原型は、同規則第

条（墜落防止のための柵囲等の設置に
関する規定）にあったこと、これらの規
定は、明治 年に制定された工場法のう
ち、工場やその附属建設物等に物理的な
危険や衛生・風紀にかかる問題がある場
合に、行政官庁が工業主に改善措置や使
用停止を命じ得る旨を定めた第 条に基
づき定められたこと、これらの規則の策
定に当たっては、当時の内務省社会局が
関係各方面の意見を徴した経緯があるこ
と、工場法制定のための実地調査を主導
した岡實は、現場のリスクは多種多様で
変化もするので、法律では概括的な規定
を置き、具体的な定めは細則に委ねてい
た独仏等の制度を参考にこれらの条文を
起案した旨を著書に記していること、戦
後は、労基法第 章が安全衛生について
定め、そのうち第 条が使用者による危
害防止の一般規定を置き、その具体化の
ために旧安衛則が定められ、現行法第
条及び第 条並びに関連規則に該当する
規定は第 編に設けられたが、折々の災
害事情に応じて幾度か改正されてきたこ
と、昭和 年に現行安衛法が制定されて
第 章がその中核を担い、中でも第 条
及び第 条は、中核中の中核規定として、
その後一度も改正されず、最も多くの紐
付き規則を擁して現在に至っていること、
キ 工場法の制定前から、少女工の機

総括研究報告書（三柴 丈典）

械の掃除最中に運転が開始されたことに
よる死亡事故、精紡機のバンド紐の掛け
直し作業中の腕の巻き込まれ事故等が多
発していたことが、『女工哀史』等の資料
に記載されており、工場法以後の危害防
止基準確立の原動力になったと察せられ
ること、
ク 厚労省労働基準局監督課が 年
月に公表した安衛法関係送検公表事案

によれば、送検された 件のうち、一
定以上の高さの作業床の端に囲い等を設
ける義務を定めた安衛則第 条違反を
代表例として、法第 条及び第 条の
違反が最多だったこと、ただし、死傷者
の発生を受けた、いわゆる事後送検が殆
どであること、
ケ 刑事事件に関する関係判例では、

工事現場での作業中、従業員がむき出し
の高圧電線に接触して感電死した事故で、
当該工事現場の現場主任が、使用者に感
電危害防止策を義務づけた旧安衛則第

条の （及びその親法に当たる労基法
第 条）違反で起訴された事件で、当該
主任は、電気会社やその下請に感電対策
を依頼したため、同条を履行した旨主張
したが、かような危害防止基準は現に実
施されねばならず、たとえ安全管理の専
権を有する者にその実施を依頼するなど
実施の努力をしたとしても、それのみで
遵守したことにはならない旨判示された
こと、請け負った工場の建設（増築）工

事に作業員を従事させたところ、当該工
場に設置されていた織機の動力用シャフ
トに覆い等が設置されていなかったため
に生じた接触危険につき、当該請負会社
の経営者が、床から 以内の動力伝導
装置に覆い等を設けるべき旨定めた旧安
衛則第 条第 項（及びその親法である
労基法第 条）違反に問われた事件で、
当該経営者は、要約、自身が所有も管理
もしない装置について同条の適用はない
旨主張したが、動力伝導装置等にかかる
危害防止措置の対象は、使用者の所有物
や管理物でないもの、その作業場に設置
されていない物にも及び得る旨判示され
たこと、自動車用部品等の加工等を行う
工場で、労働者らにアルミダイカスト製
品の成形加工 等を行わせる際に、全自動
運転の際には安全装置が作動せず、労働
者らの身体の一部が挟まれるおそれがあ
った点につき、当該会社に、安衛法第
条及び、射出成形機等に労働者が身体の
一部を挟まれるおそれがあるときに、自
動で装置が停止する等の安全装置の設置
を義務づけた安衛則第 条違反が問わ
れた事件で、当該会社は、全自動運転中
は危険作業を行わないよう指導していた
こと等から、具体的危険がなかった旨主
張したが、規則第 条は、フェイルセ
ーフの考え方を採用している（労働者に
過失があって機械に接触しても安全が保
たれるよう図った規定である）ため、安

（多田スミス社の サイト
（ 最
終閲覧日 年 月 日））
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全装置を設けなかった以上、違反が成立
する旨判示されたこと、民事事件に関す
る関係判例では、元請（発注者から直接
仕事を請け負う一次請負人。仕事の全て
を丸投げされる場合もあるが、元請の要
件ではない 。発注者を含まない点、下請
けに仕事を丸投げする者も含む点で元方
とは異なる）らにより、さしたる安全教
育が行われず、重機の運転にかかる合図
者の指名や指揮系統の特定、合図の統一
などが行われない前提で、ある孫請けが
傭車した重機が同じ会社の別の労働者に
激突して腰椎挫傷の傷害を負わせたとい
う事案で、安衛則第 編第 章の 第
節、第 章第 節等の規定に照らすと、
重機の運転者に信号者を予め定め、合図
を統一し、作業内容や指揮系統を通知し、
合図を確認して運転させること等が安全
配慮義務の具体的内容になる旨判示され
るなど、安衛則の関係規定の文言より、
それらの規定に通底する趣旨を汲んだ解
釈がなされていること、危害防止基準は、
危険を定型化し、定型的措置を事業者を
中心とする名宛人に課すことにより危害
の防止を図るものなので、いっけん危害
が窺われなくても、定型的な遵守が求め
られること、特に民事過失責任との関係
では、定型的遵守のみならず、その趣旨
を汲み、現場事情に即したより高度で柔

建設業法は元請による下請への丸投げ
を原則禁止しつつ、共同住宅工事以外の
工事については、発注者による書面の承
諾を前提に許容している（建設業法第
条第 項、同法施行令第 条の ）。もと
より、商社等、建設業者でない者による

軟な解釈に基づく危害防止措置が求めら
れること、
コ 法第 条、第 条を具体化する

安衛則第 編（安全基準）からくみ取り
得る危害防止基準の原則は、①機械等の
うち労働者に危害を及ぼすおそれのある
部位・箇所につき、囲い、覆い、運転停
止などの手法によって安全化する、②機
械等の点検、検査、整備などを義務づけ
ると共に使用限度の超過を禁止する、③
物との接触による危険を防ぐために労働
者の身体に保護具などを装着させる、④
立入禁止などの措置によって、危険な機
械またはその部位・箇所、危険な場所な
どに労働者を不用意に接近させないよう
にする、⑤合図などによって労働者に危
険への注意を喚起し、その回避を促し、
安全かつ合理的な行動を促進する、⑥作
業主任者などの現場責任者の選任・配置
を含め、安全管理に関する指揮命令系統
を整備し明確化する、という 点に集約
されること、これは、 ）危険源の除
去・低減、 ）それが叶わない場合ない
しリスクが残留する場合の追加的な安
全・衛生工学的措置、 ）それでも残留
するリスクに対する人的措置、という
ステップ・アプローチとも共通すること、
また、その嚆矢である工場危害予防及び
衛生規則にもその要素が窺われること、

丸投げは許容されている。自ら仕事の一
部を行っているか否かは、当該業者が施
工管理したか否かで判断され、設計監理
のみの関与の場合には該当しない（昭和
年 月 日基発第 号、昭和

年 月 日基発第 号）。
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全装置を設けなかった以上、違反が成立
する旨判示されたこと、民事事件に関す
る関係判例では、元請（発注者から直接
仕事を請け負う一次請負人。仕事の全て
を丸投げされる場合もあるが、元請の要
件ではない 。発注者を含まない点、下請
けに仕事を丸投げする者も含む点で元方
とは異なる）らにより、さしたる安全教
育が行われず、重機の運転にかかる合図
者の指名や指揮系統の特定、合図の統一
などが行われない前提で、ある孫請けが
傭車した重機が同じ会社の別の労働者に
激突して腰椎挫傷の傷害を負わせたとい
う事案で、安衛則第 編第 章の 第
節、第 章第 節等の規定に照らすと、
重機の運転者に信号者を予め定め、合図
を統一し、作業内容や指揮系統を通知し、
合図を確認して運転させること等が安全
配慮義務の具体的内容になる旨判示され
るなど、安衛則の関係規定の文言より、
それらの規定に通底する趣旨を汲んだ解
釈がなされていること、危害防止基準は、
危険を定型化し、定型的措置を事業者を
中心とする名宛人に課すことにより危害
の防止を図るものなので、いっけん危害
が窺われなくても、定型的な遵守が求め
られること、特に民事過失責任との関係
では、定型的遵守のみならず、その趣旨
を汲み、現場事情に即したより高度で柔

建設業法は元請による下請への丸投げ
を原則禁止しつつ、共同住宅工事以外の
工事については、発注者による書面の承
諾を前提に許容している（建設業法第
条第 項、同法施行令第 条の ）。もと
より、商社等、建設業者でない者による

軟な解釈に基づく危害防止措置が求めら
れること、
コ 法第 条、第 条を具体化する

安衛則第 編（安全基準）からくみ取り
得る危害防止基準の原則は、①機械等の
うち労働者に危害を及ぼすおそれのある
部位・箇所につき、囲い、覆い、運転停
止などの手法によって安全化する、②機
械等の点検、検査、整備などを義務づけ
ると共に使用限度の超過を禁止する、③
物との接触による危険を防ぐために労働
者の身体に保護具などを装着させる、④
立入禁止などの措置によって、危険な機
械またはその部位・箇所、危険な場所な
どに労働者を不用意に接近させないよう
にする、⑤合図などによって労働者に危
険への注意を喚起し、その回避を促し、
安全かつ合理的な行動を促進する、⑥作
業主任者などの現場責任者の選任・配置
を含め、安全管理に関する指揮命令系統
を整備し明確化する、という 点に集約
されること、これは、 ）危険源の除
去・低減、 ）それが叶わない場合ない
しリスクが残留する場合の追加的な安
全・衛生工学的措置、 ）それでも残留
するリスクに対する人的措置、という
ステップ・アプローチとも共通すること、
また、その嚆矢である工場危害予防及び
衛生規則にもその要素が窺われること、

丸投げは許容されている。自ら仕事の一
部を行っているか否かは、当該業者が施
工管理したか否かで判断され、設計監理
のみの関与の場合には該当しない（昭和
年 月 日基発第 号、昭和

年 月 日基発第 号）。

総括研究報告書（三柴 丈典）

サ 安衛法の危害の事前防止的性格を
反映して、安衛則が示す危害防止基準に
は、「危険を及ぼすおそれ」（第 条の
など）、「身体の一部を挟まれるおそれ」

（第 条第 項）など、危険性を示す
抽象的な文言（不確定法概念）が多く用
いられており（状況・場合、物の全部な
いし一部、場所）、方法ごとに想定される
危険への対処を事業者に義務づける一方
で、危険のおそれがない「とき」・「もの」
という要件を充たす場合には、事業者に
課せられた危害防止義務を例外的に免除
しており）、行政権を発動する場合や刑事
責任を課す場合等にその解釈が問題とな
るところ、判例（最 小決昭和 年 月

日）は、動力伝導装置に覆い・囲い等
を設けなかったことで労働者が死亡し、
安全管理責任者の刑事責任が問われた事
案において、旧安衛則第 条第 項にい
う「接触の危険」という文言について、
労働者の操作ミス等を前提としたフェイ
ルセーフの考え方を基準に、接触の抽象
的な危険があればよく、たとえ通常の使
用方法であれば危険が生じなくても、労
働者は過失を犯し得ることを前提に、基
準の定める措置を状況に応じて講じるべ
き旨を述べたこと、すなわち、危害防止
基準は、基本的には、事業者らに定型的
な遵守を求めるものであり、そこに含ま
れる「危険」、「おそれ」などの不確定法
概念は、フェイルセーフの考え方に基づ
いて解釈され得ることが示されているこ
と、他方で、危害防止基準は、産業利益
等との調整の中で、自然科学的な知見を
踏まえた再発防止策の合意水準を示して
おり、監督取締行政との関係では、さし

あたりここまで講じていれば大丈夫とい
う免責基準としての性格も持つこと、労
働者に一定の義務を課す危害防止基準は、
それに労働者が違反した場合に、民事損
害賠償請求事件において、過失相殺の根
拠となり得ること、
シ 危害防止基準の履行は、関係諸規

定との連携により初めて促進されること、
そのため、本研究費による研究統括者の
先行研究が、現行安衛法の趣旨とした以
下の 項目の実現が図られるべきこと、
①リスク創出者管理責任負担原則を志
向すべき、
②国などによる重点傾斜的な計画設
定、高権的作用と支援的作用、基礎・
応用にわたる安全衛生研究とその成果
の普及促進を図るべき、
③物的措置のほか、経営工学的知見を
踏まえた人的措置を重視すべき、
④不確実性が高いリスクには、事業場
ごとに適任者を選任し、専門家の支援
を受けつつ、自主的なＲＡを実施させ
るべき、
⑤予防政策は、 次予防から 次予防
まで包括的に形成されねばならず、リ
スク管理では高いリスクを優先し、先
ずは根本的で集団的な対策を行い、残
留リスクについて、個別的・技術的な
対策を計画的・体系的・継続的に講じ
るべき、
⑥労働者の高齢化、疲労・ストレスに
よる健康障害の一般化などの日本的文
脈を前提に、たとえ比較法制度的にパ
ターなりスティックな面があっても、
職域でできる健康の保持増進対策は積
極的に推進すべき、
⑦不確実性の高いリスク対策は、法文
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上は積極的・開発的な課題として理想
的目標を規定し、ガイドラインで詳細
が規定されることが多いので、民事過
失責任法上、事案の個別事情に応じて
参酌すべき、
⑧ハラスメントのような心理社会的危
険源を典型として、リスク要因は、社
会科学的にも認識すべき。
等が示されている。

4 佐々木報告（第 4 章第 22 条～第

25 条の 2）
（本文は完了。 条、 条、 条の
及び適用の実際の要約は未了）
佐々木報告は、第 章の事業者を名宛

人とする危害防止基準の設定を図った第
条ないし第 条の について解説し

ている。
同報告では、
ア 第 条は、主として原材料、放射

線、振動のほか、計器監視、精密機械等
の精神疲労を伴う作業等の健康障害要因
を例示的かつ類型的に掲げ、それぞれに
応じた規制によって、その防止を図るこ
とを目的としていること、同条第 号は、
有毒なガス、蒸気、粉じんによる中毒、
皮膚障害、酸素欠乏症、病原体への感染
など、主に呼吸や経皮による体内への吸
収による健康障害の防止措置を義務づけ
ていること、講ずべき措置の具体的内容
は、法第 条第 項に基づく安衛則や特
別規則等に定められていること、第 号
は、放射線傷害、高温による火傷、低温
による凍傷、騒音による難聴、振動によ
る白ろう病、異常気圧等による減圧症な
ど、物理的な要因による健康障害の防止

措置を義務づけていること、第 号は、
精密工作作業など、高度の精神神経活動
によるストレス等にかかる健康障害の防
止措置を義務づけていること、講ずべき
措置の具体的内容は、法第 条第 項に
基づく安衛則第 編第 章や事務所則第
条に定められていること、第 号は、

ジクロルベンジジン、アルファーナフチ
ルアミン等の要製造許可物質や、石綿、
カドミウム、水銀等の特定化学物質や鉛
等の化合物等を含有する排気、アルキル
水銀化合物、硫化ナトリウムや放射性同
位元素により汚染された廃液等による健
康障害や公害等の防止措置を義務づけて
いること、講ずべき具体的措置の内容は、
法第 条第 項に基づく安衛則のほか、
有機則、特化則、鉛則等の特別規則に定
められていること、第 条、第 条共
に、罰則（第 条第 号： ヶ月以下
の懲役又は 万円以下の罰金）が付され
ていること、
イ 安衛則では、第 編第 章（有害

な作業環境）に、以下のような法第 条
を具体化する基準が定められていること、
有害原因除去のための ステップ・ア

プローチ（第 条）、ガス等発散の抑制
のための発散源の密閉を筆頭とする諸措
置（第 条）、坑、ケーソンなど換気不
十分な場所での（排ガスをもたらす）内
煙機関の使用禁止（第 条）、局所排気
装置の排気の無害化措置（第 条）、中
和、沈殿、ろ過等による排液の処理（第

条）、病原体に汚染された排気、排液、
廃棄物の滅菌処理等（第 条）、作業場
における注水等による粉じんの飛散防止
措置（第 条）、坑内作業場におけるガ
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上は積極的・開発的な課題として理想
的目標を規定し、ガイドラインで詳細
が規定されることが多いので、民事過
失責任法上、事案の個別事情に応じて
参酌すべき、
⑧ハラスメントのような心理社会的危
険源を典型として、リスク要因は、社
会科学的にも認識すべき。
等が示されている。

4 佐々木報告（第 4 章第 22 条～第

25 条の 2）
（本文は完了。 条、 条、 条の
及び適用の実際の要約は未了）
佐々木報告は、第 章の事業者を名宛

人とする危害防止基準の設定を図った第
条ないし第 条の について解説し

ている。
同報告では、
ア 第 条は、主として原材料、放射

線、振動のほか、計器監視、精密機械等
の精神疲労を伴う作業等の健康障害要因
を例示的かつ類型的に掲げ、それぞれに
応じた規制によって、その防止を図るこ
とを目的としていること、同条第 号は、
有毒なガス、蒸気、粉じんによる中毒、
皮膚障害、酸素欠乏症、病原体への感染
など、主に呼吸や経皮による体内への吸
収による健康障害の防止措置を義務づけ
ていること、講ずべき措置の具体的内容
は、法第 条第 項に基づく安衛則や特
別規則等に定められていること、第 号
は、放射線傷害、高温による火傷、低温
による凍傷、騒音による難聴、振動によ
る白ろう病、異常気圧等による減圧症な
ど、物理的な要因による健康障害の防止

措置を義務づけていること、第 号は、
精密工作作業など、高度の精神神経活動
によるストレス等にかかる健康障害の防
止措置を義務づけていること、講ずべき
措置の具体的内容は、法第 条第 項に
基づく安衛則第 編第 章や事務所則第
条に定められていること、第 号は、

ジクロルベンジジン、アルファーナフチ
ルアミン等の要製造許可物質や、石綿、
カドミウム、水銀等の特定化学物質や鉛
等の化合物等を含有する排気、アルキル
水銀化合物、硫化ナトリウムや放射性同
位元素により汚染された廃液等による健
康障害や公害等の防止措置を義務づけて
いること、講ずべき具体的措置の内容は、
法第 条第 項に基づく安衛則のほか、
有機則、特化則、鉛則等の特別規則に定
められていること、第 条、第 条共
に、罰則（第 条第 号： ヶ月以下
の懲役又は 万円以下の罰金）が付され
ていること、
イ 安衛則では、第 編第 章（有害

な作業環境）に、以下のような法第 条
を具体化する基準が定められていること、
有害原因除去のための ステップ・ア

プローチ（第 条）、ガス等発散の抑制
のための発散源の密閉を筆頭とする諸措
置（第 条）、坑、ケーソンなど換気不
十分な場所での（排ガスをもたらす）内
煙機関の使用禁止（第 条）、局所排気
装置の排気の無害化措置（第 条）、中
和、沈殿、ろ過等による排液の処理（第

条）、病原体に汚染された排気、排液、
廃棄物の滅菌処理等（第 条）、作業場
における注水等による粉じんの飛散防止
措置（第 条）、坑内作業場におけるガ
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ス濃度の抑制（第 条）、強烈な騒音を
発する屋内作業場の明示等（第 条の
）、強烈な騒音を発する屋内作業場にお
ける隔壁等の伝播防止措置（第 条）、
暑熱、寒冷、有害光線や超音波、低酸素
濃度、ガス・粉じん等の発散、有害物取
扱い、病原体汚染等のリスク要因にばく
露する場所への立入禁止とその表示、労
働者の遵守（第 条）、有害物や病原体
等の集積と表示（第 条）、施行令第
条第 号所定の作業環境測定を行うべ

き暑熱、寒冷、多湿の屋内作業場（第
条）、施行令第 条第 号所定の作

業環境測定を行うべき著しい騒音を発す
る屋内作業場（第 条）、施行令第
条第 号所定の作業環境測定を実施すべ
き坑内作業場（第 条）、第 条所定
の著しい騒音を発する屋内作業場での定
期的な騒音測定等（第 条）、第 条
所定の著しい騒音を発する屋内作業場の
条件を変更した際の騒音測定等（第
条）、第 条第 号所定の坑内作業場に
おける定期的な炭酸ガス濃度の測定等
（第 条）、
著しい暑熱、低温、低湿物体、有害物、

有害光線、ガス・蒸気・粉じん等の発散、
病原体による汚染等の危険源にばく露し
得る業務をさせる際の適当な保護具の備
え付け（第 条）、皮膚障害をもたらす
物や経皮吸収有害物等にばく露し得る業
務をさせる際の適当な保護具等の備え付
け（第 条）、強烈な騒音に晒され得る
場合の耳栓等の保護具の備え付け（第

条）、同時就業者分の保護具の数の備
えとメンテナンス（第 条）、労働者に
よる保護具使用の指示の遵守（第 条）、

保護具等による疾病感染リスクがある場
合の個別の保護具の備え付け等（第
条）、
ウ 有機則は、昭和 年ころ、大阪と

東京で、ヘップサンダルの製造やポリエ
チレン袋の印刷に従事していた労働者に
再生不良性貧血が多発し、その原因がベ
ンゼン中毒と判明したことを契機として、
有害性が明らかな有機溶剤 種類を選定
し、それらによる労働者の健康被害を予
防するために、労働基準法の衛生関係特
別規則として制定された経緯があること、
有機則等の特別規則は、安衛則に対する
特別法に当たり、内容が競合する場合に
は、優先的に適用され、その余は安衛則
が適用されること、
法第 条に基づき有機則第 章が定め

ている危害防止措置は、第 種、第 種
有機溶剤については、発散源密閉設備、
局所排気装置（局排）、局排の一種である
プッシュプル型換気装置であるが、第
種有機溶剤については、全体換気装置で
もよいとされていること、通気の問題が
生じ易いタンク内の有機溶剤業務では、
一定のマスクの使用を求めていること、
エ 鉛則は、戦後に新たな鉛化合物や

鉛作業の登場とそれによる中毒者の発生
を前提に、昭和 年に、労働基準法の衛
生関係特別規則として制定された経緯が
あること、鉛は、その製錬、加工等の際
に発散するヒューム、粉じんへのばく露
で、疝病、四肢の麻痺などの悪質な中毒
を発生させること、鉛則でも、局所排気
装置（局排）や局排の一種であるプッシ
ュプル型換気装置の設置、労働者に保護
具を使用させることなどが事業者に義務
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づけられていること、
オ 四アルキル鉛則は、ノッキング防

止のため自動車等の燃料に添加する無色
の液体で、蒸気の吸引により頭痛、吐き
気、著しくは錯乱状態等の健康障害をも
たらす四エチル鉛等について、省庁横断
的な協議の結果、 年（昭和 年）
に施行された四エチル鉛危害防止規則に
淵源を持つこと、しかし、それは、製造、
輸送における中毒を想定していたところ、
昭和 年 月頃の横浜市の米軍石油貯蔵
タンク清掃作業で作業員 名の四エチル
鉛中毒を生じた（うち 名が死亡した）
災害を踏まえ、改正されて昭和 年 月
に四エチル鉛等防止規則となり、更に、
昭和 年 月に、ぼすとん丸の四エチ
ル鉛に汚染された船艙やタンクの清掃作
業者が集団で中毒にかかった事件をきっ
かけに、四エチル鉛、四メチル鉛、その
他いくつかの混合アルキル鉛を対象に、
事業者を名宛人として、装置を密閉式と
することから保護具の装着、特殊健診を
含む総合的な対策を求めたのが四アルキ
ル鉛則であること、
カ 特化則は、従来の特別規則による

僅かな規制対象物質以外の有害物質のう
ち、特定の物質を取り扱う労働者の健康
被害が多い実態、従来の安衛則の規制内
容に具体性を欠いていたこと等に鑑みて、
公害対策も視野に入れ、昭和 年に労働
省が制定した特定化学物質等障害予防規
則と、それに紐付く つの告示（ガス等
の気中濃度関係、特殊健診の対象関係、
作業主任者講習関係）を嚆矢としている
こと、昭和 年の現行安衛法に製造許可、
有害性の表示等の制度が盛り込まれたこ

とを踏まえ、内容の充実化が図られ、以
後も複数回の改正が重ねられたこと、
他の法令との関係についてみると、安

衛法本体との関係では、法第 条が黄燐
マッチ、ベンジジン等の製造、輸入、譲
渡等の禁止、第 条が、ジクロルベンジ
ジン、ベリリウム等の製造を大臣の許可
制としつつ、その取扱いについては、本
規則上の第一類物質として、その基準に
委ねていること、安衛法上の製造等の禁
止、製造許可の対象外物質は、有機則や
本規則による類型別の管理に委ねられて
いること（第一類：重度の慢性疾患を発
生させ得るため、安衛法第 条で製造許
可の対象とされている物質、第二類：（重
度の）慢性障害を発生させ得るため、ガ
ス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉させ
る設備や局所排気装置の設置を要する物
質、第三類：大量漏洩により急性障害を
生じ得るため、屋内換気装置等一定の設
備を要する物質）、有機則等他の特別衛生
規則との関係では、本規則は対象物質の
用途や有害性の多様性などを踏まえ、対
象となる作業の特定はせず、それを製造
又は取り扱う作業を全て対象としている
こと、特化則は、発がん性物質の規制を
重視しており、従前は有機則が規制して
いたクロロホルム 種を、その第二類物
質の「特別有機溶剤」に位置づけ、ばく
露記録の長期保存、作業主任者の選任等
を規定したこと（その後、 ， ジクロロ
プロパン等が追加された）、有機則との関
係では、特定有機溶剤の単一成分の含有
率が ％超で特定有機化合物と有機溶剤
の合計含有率が ％以下の場合、特化則
のみの適用、それぞれ ％以下、 ％超の
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づけられていること、
オ 四アルキル鉛則は、ノッキング防

止のため自動車等の燃料に添加する無色
の液体で、蒸気の吸引により頭痛、吐き
気、著しくは錯乱状態等の健康障害をも
たらす四エチル鉛等について、省庁横断
的な協議の結果、 年（昭和 年）
に施行された四エチル鉛危害防止規則に
淵源を持つこと、しかし、それは、製造、
輸送における中毒を想定していたところ、
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タンク清掃作業で作業員 名の四エチル
鉛中毒を生じた（うち 名が死亡した）
災害を踏まえ、改正されて昭和 年 月
に四エチル鉛等防止規則となり、更に、
昭和 年 月に、ぼすとん丸の四エチ
ル鉛に汚染された船艙やタンクの清掃作
業者が集団で中毒にかかった事件をきっ
かけに、四エチル鉛、四メチル鉛、その
他いくつかの混合アルキル鉛を対象に、
事業者を名宛人として、装置を密閉式と
することから保護具の装着、特殊健診を
含む総合的な対策を求めたのが四アルキ
ル鉛則であること、
カ 特化則は、従来の特別規則による

僅かな規制対象物質以外の有害物質のう
ち、特定の物質を取り扱う労働者の健康
被害が多い実態、従来の安衛則の規制内
容に具体性を欠いていたこと等に鑑みて、
公害対策も視野に入れ、昭和 年に労働
省が制定した特定化学物質等障害予防規
則と、それに紐付く つの告示（ガス等
の気中濃度関係、特殊健診の対象関係、
作業主任者講習関係）を嚆矢としている
こと、昭和 年の現行安衛法に製造許可、
有害性の表示等の制度が盛り込まれたこ

とを踏まえ、内容の充実化が図られ、以
後も複数回の改正が重ねられたこと、
他の法令との関係についてみると、安

衛法本体との関係では、法第 条が黄燐
マッチ、ベンジジン等の製造、輸入、譲
渡等の禁止、第 条が、ジクロルベンジ
ジン、ベリリウム等の製造を大臣の許可
制としつつ、その取扱いについては、本
規則上の第一類物質として、その基準に
委ねていること、安衛法上の製造等の禁
止、製造許可の対象外物質は、有機則や
本規則による類型別の管理に委ねられて
いること（第一類：重度の慢性疾患を発
生させ得るため、安衛法第 条で製造許
可の対象とされている物質、第二類：（重
度の）慢性障害を発生させ得るため、ガ
ス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉させ
る設備や局所排気装置の設置を要する物
質、第三類：大量漏洩により急性障害を
生じ得るため、屋内換気装置等一定の設
備を要する物質）、有機則等他の特別衛生
規則との関係では、本規則は対象物質の
用途や有害性の多様性などを踏まえ、対
象となる作業の特定はせず、それを製造
又は取り扱う作業を全て対象としている
こと、特化則は、発がん性物質の規制を
重視しており、従前は有機則が規制して
いたクロロホルム 種を、その第二類物
質の「特別有機溶剤」に位置づけ、ばく
露記録の長期保存、作業主任者の選任等
を規定したこと（その後、 ， ジクロロ
プロパン等が追加された）、有機則との関
係では、特定有機溶剤の単一成分の含有
率が ％超で特定有機化合物と有機溶剤
の合計含有率が ％以下の場合、特化則
のみの適用、それぞれ ％以下、 ％超の
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場合、有機則適用、それぞれ ％超、 ％
超の場合、両規則の適用、それぞれ ％
以下、 ％以下の場合、両規則とも適用
なしとして、棲み分けが図られているこ
と、
本規則は、ガス、蒸気又は粉じんによ

る健康障害防止措置として、設備上の措
置のみでは不十分な場合等における防護
具の備え付け等を定めていること（第
章）、
キ 高圧則は、ケーソン内部作業や潜

水作業などの高圧条件下での就業では、
圧気下体内に浸透した気体が低圧化する
と気泡に変わり、細い血管を塞ぐなどし
て、関節痛、けいれん等を生じる高血圧
障害等の防止のため、旧労基法の下で

年に制定され、その内容が現行安衛
法の制定の際に策定された旧高圧則に引
き継がれたこと、その後、 年 月に
栃木県の大瀬橋建設工事で一酸化炭素を
含む空気の送給により、ケーソン内にい
た労働者 人が一酸化炭素中毒で死亡す
る災害が発生したことを契機に、当時の
安衛則の安全基準内の高圧作業にかかる
危険防止に関する規定を統合するなどし
て充実化し、現高圧則（昭和 年労働省
令第 号）ができたこと、規則内には、
高圧室内業務の設備、潜水業務の施設等
（第 章）、高圧室内業務の管理（第 章）
等が定められていること、
ク 電離則は、吸収された物質をイオ

ン化（中性物質をプラスやマイナスの電
荷を帯びたイオンにすること）させ、人
体に影響を及ぼす 線などの電離放射線
による健康障害の防止を目的とした規則
であること、①戦後の経済復興時に 線

装置や放射性物質の利用が増える一方、
関係者の知識が乏しくて健康障害等が多
発したことを踏まえて、昭和 年代後半
に関係する様々な行政通達が発せられた
こと、②昭和 年に放射性同位元素等に
よる放射線障害の防止法が制定されたこ
と、③技術革新で電離放射線の取扱い範
囲が拡がったこと等から、昭和 年に電
離則（労働省令第 号）が施行されたこ
と、その後、昭和 年の国際放射線防護
委員会（ ）勧告を踏まえた全面改正
を経て、昭和 年に現行安衛法の制定を
踏まえて新規則となったこと、しかし、
非破壊検査の装置の放射線源による災害
の多発等を踏まえ、昭和 年に電離放射
線障害防止対策要綱が公表されたこと、

年の東海村 臨界事故を受けて、
規則改正が行われたこと、 年の東日
本大震災による福島第一原発事故により、
本規則の改正と共に、除染則が制定され
たこと、
本規則は、第 章で、管理区域を設定

して標識により明示すべきことや、労働
者が常時立ち入る場所について、遮蔽壁
や局所排気装置の設置等により実効線量
が所定限度内となるようにすべきことや、
放射線にばく露する労働者が受ける線量
を測定すべきこと等を定めていること、
第 章で、放射線濃度にかかる作業環境
管理、保護具や作業衣を労働者に使用さ
せるべきこと等を定めていること、
ケ 酸欠則の前身は、昭和 年から
年にかけて、東京都内の高速道路工事

現場で相次いで生じた酸欠による作業員
の死亡災害等を受けて昭和 年に発出さ
れた「酸素欠乏症の防止について」と題
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する労働省通達に遡ること、しかし、そ
の前後にも酸欠による災害が継続し、昭
和 年 月には「酸素欠乏症防止対策
要綱」が公表されたが、増加の一途を辿
ったため、強制力のある規則を単独で制
定したのが、「酸素欠乏症防止規則」（昭
和 年労働省令第 号）であったこと、
昭和 年に滋賀県彦根市のゴミ焼却炉の
汚水処理施設で、硫化水素中毒により計
名が死亡する災害が生じたことを受け、

同中毒も視野に入れ、「等」を付した酸欠
則が制定されたこと、
本規則は、酸欠危険のある作業場所を

広く列挙して、対象範囲を定め、種々の
防止措置の確保を図っていること、防止
措置としては、作業環境測定を筆頭に、
換気（による一定の酸素濃度の確保と硫
化水素濃度の抑制）、換気を行えない場合
等に保護具を使用させること、入退場者
の点検、酸欠危険作業従事者以外の者の
立入禁止、作業主任者の選任、特に危険
な酸欠危険作業（第一種酸欠危険作業）
従事者に対する特別教育、退避、酸欠症
状による転落の防止措置等を規定してい
ること、
コ 粉じん則は、長期間にわたる粉じ

んの吸引による肺の病変による不可逆、
難治性の健康障害（けい肺、溶接肺等）
の防止のため、昭和 年に制定され、同

年に改正されたじん肺法を基礎として
いること、同法の 年改正は、じん肺有
所見者数の多さを踏まえたものであった
こと、本規則は、同改正の際に、職場に
おける粉じんの規制（作業環境、ばく露
防止にかかる規制）の強化を求める声を
受けて昭和 年に策定されたこと、

本規則は、第 章に、粉じんの発散の
防止／抑制を目的として、特定粉じん発
生源に対する密閉設備や局所排気装置
（局排）、局排の一種であるプッシュプル
型換気装置の設置、湿潤状態保持設備の
設置、その他の粉じん作業にかかる措置
（測定結果に応じた換気風量の増加、坑
内作業場における切羽近くでの粉じん測
定等）、第 章に、ばく露防止のための保
護具、一定の作業については有効な呼吸
用保護具を労働者に使用させるべきこと
等を定めていること、
サ 石綿則が対象とする石綿は、有用

な天然鉱物として古くから利用されてき
たが、発がん性等の影響が明らかとなり、
日本を含む か国以上で輸入や使用が禁
止されていること、中皮腫の場合平均
年、肺がんで平均 年の潜伏期間が
認められていること、
元は、安衛法と特化則等で健康障害防

止措置を講じさせて来ていたが、平成
年、 年の安衛法施行令の改正で、石綿
含有製品の製造等が禁止され、使用量が
大幅に減ったこと、しかし、昭和
年頃に建設された建築物に石綿含有建材
が多く含まれており、その解体等の増加
による労働者のばく露機会の増加が予想
され、なおかつ、ばく露防止に必要な措
置が特化則所定の措置と大きく異なって
いたため、平成 年に単独規則としての
石綿則（平成 年厚生労働省令第 号）
が制定されたこと、その特徴は、①石綿
等（石綿及び石綿を ％以上含有する製
品等）が使用された建築物の解体等にか
かるばく露防止対策の整備、②石綿等が
吹き付けられた建築物の管理、③石綿含
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する労働省通達に遡ること、しかし、そ
の前後にも酸欠による災害が継続し、昭
和 年 月には「酸素欠乏症防止対策
要綱」が公表されたが、増加の一途を辿
ったため、強制力のある規則を単独で制
定したのが、「酸素欠乏症防止規則」（昭
和 年労働省令第 号）であったこと、
昭和 年に滋賀県彦根市のゴミ焼却炉の
汚水処理施設で、硫化水素中毒により計
名が死亡する災害が生じたことを受け、

同中毒も視野に入れ、「等」を付した酸欠
則が制定されたこと、
本規則は、酸欠危険のある作業場所を

広く列挙して、対象範囲を定め、種々の
防止措置の確保を図っていること、防止
措置としては、作業環境測定を筆頭に、
換気（による一定の酸素濃度の確保と硫
化水素濃度の抑制）、換気を行えない場合
等に保護具を使用させること、入退場者
の点検、酸欠危険作業従事者以外の者の
立入禁止、作業主任者の選任、特に危険
な酸欠危険作業（第一種酸欠危険作業）
従事者に対する特別教育、退避、酸欠症
状による転落の防止措置等を規定してい
ること、
コ 粉じん則は、長期間にわたる粉じ

んの吸引による肺の病変による不可逆、
難治性の健康障害（けい肺、溶接肺等）
の防止のため、昭和 年に制定され、同

年に改正されたじん肺法を基礎として
いること、同法の 年改正は、じん肺有
所見者数の多さを踏まえたものであった
こと、本規則は、同改正の際に、職場に
おける粉じんの規制（作業環境、ばく露
防止にかかる規制）の強化を求める声を
受けて昭和 年に策定されたこと、

本規則は、第 章に、粉じんの発散の
防止／抑制を目的として、特定粉じん発
生源に対する密閉設備や局所排気装置
（局排）、局排の一種であるプッシュプル
型換気装置の設置、湿潤状態保持設備の
設置、その他の粉じん作業にかかる措置
（測定結果に応じた換気風量の増加、坑
内作業場における切羽近くでの粉じん測
定等）、第 章に、ばく露防止のための保
護具、一定の作業については有効な呼吸
用保護具を労働者に使用させるべきこと
等を定めていること、
サ 石綿則が対象とする石綿は、有用

な天然鉱物として古くから利用されてき
たが、発がん性等の影響が明らかとなり、
日本を含む か国以上で輸入や使用が禁
止されていること、中皮腫の場合平均
年、肺がんで平均 年の潜伏期間が
認められていること、
元は、安衛法と特化則等で健康障害防

止措置を講じさせて来ていたが、平成
年、 年の安衛法施行令の改正で、石綿
含有製品の製造等が禁止され、使用量が
大幅に減ったこと、しかし、昭和
年頃に建設された建築物に石綿含有建材
が多く含まれており、その解体等の増加
による労働者のばく露機会の増加が予想
され、なおかつ、ばく露防止に必要な措
置が特化則所定の措置と大きく異なって
いたため、平成 年に単独規則としての
石綿則（平成 年厚生労働省令第 号）
が制定されたこと、その特徴は、①石綿
等（石綿及び石綿を ％以上含有する製
品等）が使用された建築物の解体等にか
かるばく露防止対策の整備、②石綿等が
吹き付けられた建築物の管理、③石綿含
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有製品の計画的代替化の促進であったこ
と、本規則が制定された年に、偶然、ク
ボタで従業員 名が石綿疾患で死亡し、
近隣住民にも被害が発生していたことが
明らかとなったこと（「クボタ・ショッ
ク」）、
本規則は、第 章で石綿等取扱い業務

等にかかる措置を定めており、その第
節は、建築物、工作物、船舶の解体等
（解体、破砕等）のほか、吹付け石綿等
の封じ込めや囲い込み作業での健康障害
防止措置として、石綿等の使用の有無の
目視、設計図書等による調査と結果の記
録、使用の有無が不明な場合の分析調査
と結果の記録、これら事前の調査結果を
踏まえた作業計画の作成と、それに沿っ
た作業の遂行、建築物の吹付け石綿等の
囲い込み作業や建築物の張付け石綿等が
使用されている保温剤等の除去や囲い込
み作業についての当該作業従事者以外の
者の立入禁止措置及びその旨の表示等を
事業者に求めていること（第 、 、 条）、
第 節は、建築物の解体等の場面ではな
く、吹き付けられた石綿や石綿含有保温
材の損傷、劣化等により石綿等の粉じん
を発散させ、労働者のばく露危険がある
場合に、当該石綿等の除去、封じ込め、
囲い込み等の措置を講じるべきこと、臨
時に就業させる場合には、（除去等までは
実施しなくてよいが、）呼吸用保護具等を
使用させるべきこと等を規定しているこ
と、第 節は、建築物関係以外で石綿等
を取り扱う業務等について、発散源の密
閉、局所排気装置の設置等を求めると共
に、石綿等の切断等の作業については、
湿潤等の措置を講じると共に、労働者の

ばく露防止の徹底を図るために、当該労
働者に呼吸用保護具を使用させることを
事業者に義務づけていること、そして、
第 章で定められた作業を含め、石綿等
を常時取扱い、もしくは（石綿による健
康障害防止等を目的とする）試験研究の
ため石綿そのものを製造するか、一定の
石綿を含有する製剤等の石綿分析用試料
等を製造する作業場では、その作業の記
録および事故による汚染の概要を記録し、
これを 年間保存させること等を使用者
に義務づけていること、
シ 法第 条の淵源は、行政官庁が、

命令により、工場及び附属建設物並びに
設備による危害や衛生、風紀等の侵害リ
スクがある場合の工業主への諸措置の命
令等について定めた工場法第 条及び、
それを具体化した工場危害予防及衛生規
則にあり、同規則には、ガスや蒸気、粉
じんなどの危険源について、排出密閉、
必要のある者以外の立入り禁止、作業に
従事する職工に防護具を使用させること
など、現行安衛則の衛生基準や特別規則
が求める措置の原型が設けられていたこ
と、戦後は、 年に制定された旧労基
法第 条が、使用者に安全衛生にかかる
一般的義務を課し、他方で、当時は工場
法施行令、同施行規則、工場危害予防及
び衛生規則など様々な規則に分散してい
た内容を、労基法の体系下に位置づける
と共に、 の条約・勧告を参照し、な
おかつ工場監督行政の体験を踏まえて、
同じく 年に、旧安衛則が制定されたこ
と、旧安衛則等の諸規則には、後に法に
格上げされた事項（作業主任者、安全・
衛生委員会、急迫した危険時の労働者の
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退避、定期自主検査、検定、作業環境測
定、有害業務の作業時間制限、技能講習
等）が定められていたこと、
ス 法第 条の射程が広いため、背景

となった災害は特定できないが、実質的
には、それに紐付く特別衛生規則の前述
のような災害が該当するであろうこと、
もっとも、鉛則や特化則のように、中毒
者数の実態調査が背景となった特別規則
があること、金属中毒や粉じんによるけ
い肺のように、大正時代から注目されて
いたものもあったこと、
セ 関連判例のうち、林野庁高知営林

局事件では、林野庁が、昭和 年頃にチ
ェンソー、同 年にブッシュクリーナー
を本格導入して任用した職員に使用させ
ていたところ、振動障害に罹患したため、
損害賠償請求された事案につき、 審は、
鋲打機や削岩機等による振動障害から、
これらの機械の導入によるリスクは予見
できたのに、当該リスクに関する調査研
究をせずに使用させたこと等は過失だと
したのに対し、 審及び上告審は、予見
可能性を全否定はできないが、公務員災
害補償制度の適用以上に民事過失責任を
負わせるほどの違法性はなかったなどと
して、林野庁の責任を否定したこと（も
っとも、これは安全配慮義務のリスク管
理義務としての本質を否定したのではな
く、公務にかかる事案のため、容易に国
等の責任を認めるべきではなく、公的補
償に委ねるべきとの考えが基礎にあり、
民間企業の場合には異なった結論となっ
た可能性がある（＊三柴注））、
東北機械製作所事件では、木型・金型

修理・塗装工が、 年以上、換気扇がな

く防毒マスクも使用しないまま、溶剤と
してシンナーを使用していたところ、有
機溶剤中毒症に罹患したとして、雇用主
であった会社に損害賠償を求めた事案に
つき、会社は、先ずは換気装置等を設置
して作業環境を改善し、次に保護具を使
用させるべきだった（＊ほぼ有機則の定
め通り）のに怠った点で過失責任がある
としたこと、
三菱重工神戸造船所（騒音性難聴）事

件では、全審級において、本件の元請は、
下請の労働者と指揮命令関係にあり、元
請が管理する労働手段を使用し、作業内
容も元請の従業員とほぼ同じだった以上、
当該下請労働者に対して安全配慮義務を
負い、その内容は、労働省が作成した安
全衛生のしおりに記されている措置（①
環境改善、②騒音測定、③防音保護具の
装着、④作業者教育、⑤聴力検査）と同
一であるところ、これらの一部を怠った
以上、同義務違反があるが、下請労働者
側も、従前の経験から騒音の存在を知り
ながら、下請に採用されて元請の管理下
で就業し続け、耳栓を完全に装着してい
なかった等の点で過失相殺されるとされ
たこと、
三菱重工神戸造船所（振動障害）事件

では、 ， 審共に、チェンソーとそれ以
外の振動工具による振動障害防止のため、
それぞれに関する通達を踏まえ、会社側
には、①工具の選定と保持、②作業時間
管理、③作業標準の設定、④操作・作業
方法の指導その他の教育、⑤保護具の支
給と使用の徹底等を行う安全配慮義務が
あったが怠ったとして過失責任を認めつ
つ、被災労働者の血管収縮作用がある喫
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退避、定期自主検査、検定、作業環境測
定、有害業務の作業時間制限、技能講習
等）が定められていたこと、
ス 法第 条の射程が広いため、背景

となった災害は特定できないが、実質的
には、それに紐付く特別衛生規則の前述
のような災害が該当するであろうこと、
もっとも、鉛則や特化則のように、中毒
者数の実態調査が背景となった特別規則
があること、金属中毒や粉じんによるけ
い肺のように、大正時代から注目されて
いたものもあったこと、
セ 関連判例のうち、林野庁高知営林

局事件では、林野庁が、昭和 年頃にチ
ェンソー、同 年にブッシュクリーナー
を本格導入して任用した職員に使用させ
ていたところ、振動障害に罹患したため、
損害賠償請求された事案につき、 審は、
鋲打機や削岩機等による振動障害から、
これらの機械の導入によるリスクは予見
できたのに、当該リスクに関する調査研
究をせずに使用させたこと等は過失だと
したのに対し、 審及び上告審は、予見
可能性を全否定はできないが、公務員災
害補償制度の適用以上に民事過失責任を
負わせるほどの違法性はなかったなどと
して、林野庁の責任を否定したこと（も
っとも、これは安全配慮義務のリスク管
理義務としての本質を否定したのではな
く、公務にかかる事案のため、容易に国
等の責任を認めるべきではなく、公的補
償に委ねるべきとの考えが基礎にあり、
民間企業の場合には異なった結論となっ
た可能性がある（＊三柴注））、
東北機械製作所事件では、木型・金型

修理・塗装工が、 年以上、換気扇がな

く防毒マスクも使用しないまま、溶剤と
してシンナーを使用していたところ、有
機溶剤中毒症に罹患したとして、雇用主
であった会社に損害賠償を求めた事案に
つき、会社は、先ずは換気装置等を設置
して作業環境を改善し、次に保護具を使
用させるべきだった（＊ほぼ有機則の定
め通り）のに怠った点で過失責任がある
としたこと、
三菱重工神戸造船所（騒音性難聴）事

件では、全審級において、本件の元請は、
下請の労働者と指揮命令関係にあり、元
請が管理する労働手段を使用し、作業内
容も元請の従業員とほぼ同じだった以上、
当該下請労働者に対して安全配慮義務を
負い、その内容は、労働省が作成した安
全衛生のしおりに記されている措置（①
環境改善、②騒音測定、③防音保護具の
装着、④作業者教育、⑤聴力検査）と同
一であるところ、これらの一部を怠った
以上、同義務違反があるが、下請労働者
側も、従前の経験から騒音の存在を知り
ながら、下請に採用されて元請の管理下
で就業し続け、耳栓を完全に装着してい
なかった等の点で過失相殺されるとされ
たこと、
三菱重工神戸造船所（振動障害）事件

では、 ， 審共に、チェンソーとそれ以
外の振動工具による振動障害防止のため、
それぞれに関する通達を踏まえ、会社側
には、①工具の選定と保持、②作業時間
管理、③作業標準の設定、④操作・作業
方法の指導その他の教育、⑤保護具の支
給と使用の徹底等を行う安全配慮義務が
あったが怠ったとして過失責任を認めつ
つ、被災労働者の血管収縮作用がある喫
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煙のほか、過度のアルコール節酒、単車
運転による寒冷ばく露につき、賠償額の
減額事由になると判断したこと、
喜楽鉱業（有機溶剤中毒死）事件では、

労働者が、おそらく、工場の廃溶剤タン
クの底部に溜まったスラッジの清掃を、
送気マスクや安全帯を装着せずに行って
いたところ、有機溶剤中毒で死亡したた
めに遺族から雇用主に損害賠償請求され
た事案で、法第 条が、事業者に、原材
料、ガス、蒸気、酸素欠乏空気等による
健康障害防止措置を課し、有機溶剤の易
体内吸収性や毒性の強さから、有機則が
定められた経緯などから、本件の雇用主
には、有機溶剤を取り扱う労働者への有
毒性、取扱い上の注意等の教育の徹底、
安全管理体制や本件タンク内に入るには、
送気マスク等の保護具を装着すべきこと
等を記した作業手順の整備等を行い（＊
教育を除き、有機則に定め有り）、労働者
の知識不足や慣れから生じる不注意等に
よる災害を防止する（＊フェイルセーフ
の）注意義務があったが怠ったとして、
過失責任が認められたこと、
化学メーカー 社（有機溶剤中毒等）

事件では、有機溶剤を取り扱う検査分析
業務に従事していた従業員が、化学物質
過敏症や中枢神経機能障害との診断を受
けたことから、会社の安全配慮義務違反
又は不法行為による損害賠償を請求した
という事案で、安衛法やそれに紐付く規
則は、その趣旨からも、具体的な状況下
で安全配慮義務の内容となり得る旨を述
べたうえで、本件検査分析業務は、第一
種有機溶剤等であるクロロホルムと第二
種有機溶剤等であるノルマルヘキサンを

使用し、有機則の適用を受けるため、会
社は、同業務を行う部屋に局所排気装置
等を設置する義務を負っており、それは
安全配慮義務の内容でもあったが、同装
置を設置していない部屋があった点につ
き、同義務違反となること、業務時間が
短い等の場合、保護具を使用させること
を前提に同義務が免除されることがある
が、本件はその条件に該当しないこと、
有機溶剤の毒性等から、保護具を使用さ
せることも、使用者の安全配慮義務の内
容となるが、会社は、保護具の機能を満
たさないマスクを設置したのみだったの
で、同義務に違反していたこと、有機溶
剤業務については、法令上、作業環境測
定が義務づけられ、それが作業環境管理
の基礎的要素であるため、やはり安全配
慮義務となるが、会社は、それを果たさ
なかったこと等から賠償責任を負う旨の
判断が示されたこと、
国賠訴訟である大東マンガン事件では、

マンガン精錬所でマンガン鉱の製錬作業
に従事してマンガン中毒に罹患した労働
者らが、当該被害は、安衛法第 条及び
それに紐付く特化則違反の状態を労基署
が放置したことによるとして、国賠請求
を行った事案につき、 審は、行政官庁
の権限行使は、その合理的裁量によるも
のであり、少なくとも当該事業場につき
労働者に切迫した「重大な危険」が予見
され、監督機関の監督権限行使以外の方
法では危険の発生を防止できず、なおか
つ行使すれば防止し得た場合に初めて国
賠責任が生じ得る旨を述べたこと、
ソ 適用の実際について、最近の労働

基準監督年報をみると、第 － 条の違

－ 25 －



総括研究報告書（三柴 丈典）

反において、有機則違反が最多で約
件、次に特化則違反が約 件、粉じん
則違反が約 件、安衛則違反が約
件で、電離則、鉛則、高圧則の違反は
桁台で少なく、四アルキル鉛則違反はゼ
ロだったこと、
タ 第 条は、場所、機械器具、原材

料等を含め、労働者の作業環境及び作業
そのものの衛生や風紀等への配慮を義務
づけた規定であること、建物等の建設物
等の構造上の欠陥や作業環境の衛生等に
関する代表的な紐付き規則には、安衛則
と事務所則があり、このうち安衛則の第

条は、安全な通路の設置と維持、標
示、第 条は、機械間、機械－他設備
間の通路幅を定めていること、本条には
罰則（法第 条第 号： ヶ月以下の
懲役又は 万円以下）があること、
チ 本条に紐付く主要な特別衛生規則

である事務所則は、従来、事務所労働に
適用されてきた安衛則第 編の規定が、
特定の有害業務（坑内労働、粉じん労働、
暑熱・低温作業等）を対象としていたと
ころ、日常的な事務労働一般について対
策を講じる必要性が生じたこと、その背
景には、①安全衛生行政の最低基準から
快適基準へのシフト、② における商
業及び事務所における衛生に関する条約
（ 号）・勧告の採択、③建築物におけ
る衛生的環境の確保に関する法律の制定
等があったこと、現に、都市部への人口
集中、建築物の大型化、気密化等もあっ
て、室内空気汚染、冷房病、飲料水の汚
染、悪臭、不完全なゴミ処理による害虫
の発生などの事務所衛生に関する問題が
発生していたこと等を踏まえ、昭和 年

に制定され、翌年の安衛法制定に伴い、
それに紐付く省令とされたこと、平成
年に、建築物の気密性の向上、化学物質
を放出する建築材料の普及等を踏まえ、
ホルムアルデヒド等による室内空気汚染
への対策が加えられたこと、
事務所則では、第 章から第 章に危

害防止基準が設けられており、第 章は
環境管理の規制を担い、気積、換気、湿
度、照度の基準設定、空気調和設備や機
械換気設備による空気の浄化、燃焼器具
を用いる室等での換気、安衛法施行令第
条第 号が定める室など、特定の室等

における定期的な作業環境測定、騒音及
び振動の防止等を定め、第 章は清潔を
担い、飲料水の供給、飲用・食器洗い用
給水の水質の確保、排水の漏出の防止、
清掃等の実施、ネズミや虫の発生防止、
便所の男女別化や一定個数の確保、洗面
設備の確保、第 章は休養を担い、休憩
設備設置の努力義務、男女別の睡眠／仮
眠場所や寝具等の設置、一定数以上の労
働者を使用する場合の男女別の休養室／
休憩所の設置、立業従事者用の椅子の設
置、第 章は救急用具を担い、救急用具
等の備え付けと場所の周知等を定めてい
ること、
ツ 本条の沿革も、法第 条と同様に、

行政官庁が、命令により、工場及び附属
建設物並びに設備による危害や衛生、風
紀等の侵害リスクがある場合の工業主へ
の諸措置の命令等について定めた工場法
第 条及び、それを具体化した工場危害
予防及衛生規則にあり、同規則には、採
光、換気、照明、救急用具、食堂や食器
の清潔、男女別の更衣所や浴場の設置な
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反において、有機則違反が最多で約
件、次に特化則違反が約 件、粉じん
則違反が約 件、安衛則違反が約
件で、電離則、鉛則、高圧則の違反は
桁台で少なく、四アルキル鉛則違反はゼ
ロだったこと、
タ 第 条は、場所、機械器具、原材

料等を含め、労働者の作業環境及び作業
そのものの衛生や風紀等への配慮を義務
づけた規定であること、建物等の建設物
等の構造上の欠陥や作業環境の衛生等に
関する代表的な紐付き規則には、安衛則
と事務所則があり、このうち安衛則の第

条は、安全な通路の設置と維持、標
示、第 条は、機械間、機械－他設備
間の通路幅を定めていること、本条には
罰則（法第 条第 号： ヶ月以下の
懲役又は 万円以下）があること、
チ 本条に紐付く主要な特別衛生規則

である事務所則は、従来、事務所労働に
適用されてきた安衛則第 編の規定が、
特定の有害業務（坑内労働、粉じん労働、
暑熱・低温作業等）を対象としていたと
ころ、日常的な事務労働一般について対
策を講じる必要性が生じたこと、その背
景には、①安全衛生行政の最低基準から
快適基準へのシフト、② における商
業及び事務所における衛生に関する条約
（ 号）・勧告の採択、③建築物におけ
る衛生的環境の確保に関する法律の制定
等があったこと、現に、都市部への人口
集中、建築物の大型化、気密化等もあっ
て、室内空気汚染、冷房病、飲料水の汚
染、悪臭、不完全なゴミ処理による害虫
の発生などの事務所衛生に関する問題が
発生していたこと等を踏まえ、昭和 年

に制定され、翌年の安衛法制定に伴い、
それに紐付く省令とされたこと、平成
年に、建築物の気密性の向上、化学物質
を放出する建築材料の普及等を踏まえ、
ホルムアルデヒド等による室内空気汚染
への対策が加えられたこと、
事務所則では、第 章から第 章に危

害防止基準が設けられており、第 章は
環境管理の規制を担い、気積、換気、湿
度、照度の基準設定、空気調和設備や機
械換気設備による空気の浄化、燃焼器具
を用いる室等での換気、安衛法施行令第
条第 号が定める室など、特定の室等

における定期的な作業環境測定、騒音及
び振動の防止等を定め、第 章は清潔を
担い、飲料水の供給、飲用・食器洗い用
給水の水質の確保、排水の漏出の防止、
清掃等の実施、ネズミや虫の発生防止、
便所の男女別化や一定個数の確保、洗面
設備の確保、第 章は休養を担い、休憩
設備設置の努力義務、男女別の睡眠／仮
眠場所や寝具等の設置、一定数以上の労
働者を使用する場合の男女別の休養室／
休憩所の設置、立業従事者用の椅子の設
置、第 章は救急用具を担い、救急用具
等の備え付けと場所の周知等を定めてい
ること、
ツ 本条の沿革も、法第 条と同様に、

行政官庁が、命令により、工場及び附属
建設物並びに設備による危害や衛生、風
紀等の侵害リスクがある場合の工業主へ
の諸措置の命令等について定めた工場法
第 条及び、それを具体化した工場危害
予防及衛生規則にあり、同規則には、採
光、換気、照明、救急用具、食堂や食器
の清潔、男女別の更衣所や浴場の設置な
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ど、現行の事務職則等が求める措置の原
型が設けられていたこと、戦後は、
年に制定された旧労基法第 条が、通路
と休養以外の項目について、本条と同じ
内容（建設物等に関する換気、採光、照
明、保温、防湿、避難、清潔に必要な措
置等）を使用者に義務づけ、第 条が、
命令でそれを具体化する旨定めたこと、
テ 法第 条と同様に、法第 条も

射程が広いため、背景となった災害は特
定できないが、やはり、工場法時代から
同種の規定が存在したことから、現代と
ほぼ同様の建設物等による衛生面での健
康障害が生じていたと解されること、本
条に紐付く事務所則は、都市部への人口
集中、建築物の大型化、気密化等を背景
とする室内空気汚染、冷房病、飲料水の
汚染、悪臭、不完全なゴミ処理による害
虫の発生などの事務所衛生に関する問題
の発生を背景としていたこと、
ト 関連判例のうち、刑事事件である
製作所（安衛法違反被告）事件では、

元請 製作所が農協連から受注した増設
工事のうち設備工事を下請した 社の取
締役であり、その工事及び安全管理を統
括していた が、別の建設工事会社から
派遣された らを使用して、網状鋼板に
付け替えるため、先ずは機械室内の足場
板を取り外して開口部（本件開口部）を
生じたところで、別の場所でし残した作
業を思い出し、ロープに白布を付けて目
印として、その場を離れたところ、電気
系統の点検に来た関係者の が、そのロ
ープを跨ぎ、その開口部から落下して死
亡したことを受け、通路の安全確保を定
めた安衛則第 条と安衛法第 条、第

条違反に当たるとして、 と共に、
両罰規定（法第 条）により起訴され
た事案について、 審が、本件開口部は、
作業の工程と時系列を全体としてみると、
本件工事のため、通路として用いられて
おり、安衛則第 条が定める「通路」
に当たるとしたのに対し、 審は、同条
にいう「通路とは労働者が通行する場所
をいう」と述べた上で、本件開口部は、
その発生時点から塞ぐ（予定の）時点ま
で、 とその指示の下で就労していた派
遣労働者らのほかに通行することがあり
得ない場所だから、同条にいう通路には
当たらないし、 は の労働者ではなか
ったので、 の労働者にとっての通路と
も言えない、と判断したこと（つまり、
保護対象を、 （と を代理する ）
が使用する者のみとする旨示したこと）、
ナ 民事事件である内外ゴム事件では、

数年間、換気が悪い作業場で、保護具を
着用せず、トルエン、ヘキサン等の有機
溶剤を含有するゴム糊を使用する業務を
行っていた作業員が、慢性有機溶剤中毒
に罹患し、使用者の安全配慮義務違反が
問われた事案につき、
安衛法及びそれに紐付く安衛則や有機則
の規定は、行政取締規定だが、その目的
の一致から、使用者の労働者に対する私
法上の安全配慮義務の内容となるとした
上で、本件では、局所排気装置の設置
（安衛法第 条、第 条。有機則第
条、第 条ないし第 条）、呼吸用保護
具（防毒マスク）、保護手袋等適切な保護
具の具備（安衛則第 条、第 条、
有機則第 条ないし第 条）、有機溶剤
の特性・毒性・有機溶剤中毒の予防にか
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かる安全衛生教育（安衛法第 条、安衛
則第 条）、適切な特殊健康診断（有機
則第 条、第 条）、必要な作業環境測
定と結果の記録（安衛法第 条、施行令
第 条、有機則第 条）、有機溶剤のリ
スクと取扱上の注意事項、中毒発生時の
応急処置等の掲示（有機則第 条、第

条）が同義務の内容となるが、いずれ
も（適切に）実施されなかった（局所排
気装置は一切設けられず、保護具は十分
に用意されず、全く着用されず、教育指
導はされず、特殊健診は適正になされな
かった）とされたこと、なお、法定の測
定は一応行われ、個々の有機溶剤は許容
濃度内だったことを認めつつ、個人サン
プラーを活用した正確なばく露濃度測定、
複数の有機溶剤の相加作用の評価等も同
義務の内容だったが果たされなかったと
されたこと、
ニ 最近の「労働基準関係違反に係る

公表事案」から本条の適用の実際をみる
と、法第 条違反は、通路等に関する安
衛則第 条違反の 件に限られていた
こと、平成 年の労働基準監督年報では、
第 条～第 条違反における安衛則違
反は約 件、事務所則違反は 件だっ
たこと、
ヌ 調査対象とした法第 条、第

条の原型は工場法時代から受け継がれ、
その実質は、それに紐付く規則等によっ
て形成されているため、変化への適応は、
規則等の追加や改正を行うことで足りる
と思われること、
ネ 特別衛生規則の変遷は、①技術の

発達、労働者の健康実態、災害的出来事
の発生や社会問題化を背景とする充実化、

②危害要因の（特質や重要性認識の）変
化などに応じた細分化、③有機則と特化
則の重畳的適用に代表される複雑化、の
点に集約され、これらの進展が、一定

程度、労災や健康障害の防止効果を発揮
したことは疑いないものの、事業者にと
っての分かり易さや自律的な安全衛生活
動の促進との相克が生じ得ること、仮に
統合を図る場合には、危害要因の種別や
レベル、取扱い方法などの要素のいずれ
に着目するかを検討する必要があること、
等が示されている。

5 森山報告①（第 4 章第 26 条～第

27 条）

同報告では、 
ア 法第 26 条では、法第 20 条～第 25

条、建設業等での災害時救助の際の被災

防止措置を定めた第 25 条の 2 第 1項に基

づき事業者が「講じる措置に応じて」、

労働者が所要事項を遵守するよう義務づ

けていること、本条違反には、50 万円以

下の罰金が付されていること（法第 120
条）、 

本法上、安全衛生は、基本的に事業者

の責任で果たされるものと考えられ、設

計されているが、労働者の協働が必要な

ため、法第 4 条に原則を示し、本条でよ

り具体化されたこと、 
本条にいう労働者と事業者の定義は、

法第 2 条の定め通りであり、基本的に労

働者に一人親方等の個人事業主等は含ま

れないこと、 
派遣労働の場合、本条の適用は、労働

者派遣法第 45条第 3 項により、派遣先＝

事業者、派遣労働者＝労働者とみなされ
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かる安全衛生教育（安衛法第 条、安衛
則第 条）、適切な特殊健康診断（有機
則第 条、第 条）、必要な作業環境測
定と結果の記録（安衛法第 条、施行令
第 条、有機則第 条）、有機溶剤のリ
スクと取扱上の注意事項、中毒発生時の
応急処置等の掲示（有機則第 条、第

条）が同義務の内容となるが、いずれ
も（適切に）実施されなかった（局所排
気装置は一切設けられず、保護具は十分
に用意されず、全く着用されず、教育指
導はされず、特殊健診は適正になされな
かった）とされたこと、なお、法定の測
定は一応行われ、個々の有機溶剤は許容
濃度内だったことを認めつつ、個人サン
プラーを活用した正確なばく露濃度測定、
複数の有機溶剤の相加作用の評価等も同
義務の内容だったが果たされなかったと
されたこと、
ニ 最近の「労働基準関係違反に係る

公表事案」から本条の適用の実際をみる
と、法第 条違反は、通路等に関する安
衛則第 条違反の 件に限られていた
こと、平成 年の労働基準監督年報では、
第 条～第 条違反における安衛則違
反は約 件、事務所則違反は 件だっ
たこと、
ヌ 調査対象とした法第 条、第

条の原型は工場法時代から受け継がれ、
その実質は、それに紐付く規則等によっ
て形成されているため、変化への適応は、
規則等の追加や改正を行うことで足りる
と思われること、
ネ 特別衛生規則の変遷は、①技術の

発達、労働者の健康実態、災害的出来事
の発生や社会問題化を背景とする充実化、

②危害要因の（特質や重要性認識の）変
化などに応じた細分化、③有機則と特化
則の重畳的適用に代表される複雑化、の
点に集約され、これらの進展が、一定

程度、労災や健康障害の防止効果を発揮
したことは疑いないものの、事業者にと
っての分かり易さや自律的な安全衛生活
動の促進との相克が生じ得ること、仮に
統合を図る場合には、危害要因の種別や
レベル、取扱い方法などの要素のいずれ
に着目するかを検討する必要があること、
等が示されている。

5 森山報告①（第 4 章第 26 条～第

27 条）

同報告では、 
ア 法第 26 条では、法第 20 条～第 25

条、建設業等での災害時救助の際の被災

防止措置を定めた第 25 条の 2 第 1項に基

づき事業者が「講じる措置に応じて」、

労働者が所要事項を遵守するよう義務づ

けていること、本条違反には、50 万円以

下の罰金が付されていること（法第 120
条）、 

本法上、安全衛生は、基本的に事業者

の責任で果たされるものと考えられ、設

計されているが、労働者の協働が必要な

ため、法第 4 条に原則を示し、本条でよ

り具体化されたこと、 
本条にいう労働者と事業者の定義は、

法第 2 条の定め通りであり、基本的に労

働者に一人親方等の個人事業主等は含ま

れないこと、 
派遣労働の場合、本条の適用は、労働

者派遣法第 45条第 3 項により、派遣先＝

事業者、派遣労働者＝労働者とみなされ
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ること、 
イ 本条所定の労働者の義務は、列挙

された条規に基づく事業者の措置に対応

するものなので、列挙された本法上の事

業者義務規定に紐付く政省令を本法に格

上げした場合、本条を改正してその規定

を盛り込む等しないと、対応する労働者

の義務が外れてしまうことになること、 
また、法第 27 条に基づく紐付き省令に

おいて、ある危険源にかかる危害防止措

置につき、事業者側に義務を課さずに労

働者側のみに義務を課すことはできない

と解されること、 
紐付き省令が労使双方に義務を課して

いる場合、事業者が当該義務に反した場

合にも労働者が義務を負うかが問題とな

るが、本条が、事業者が「講ずる措置に

応じて」と定めているため、文理解釈上

は、消極に解されること、 
ウ 厚生労働省令は、根拠となる法条

を明記していないが、さしあたり、労働

調査会発刊の『安衛法便覧』に基づき、

労働者に義務を課した省令規定を目視で

ピックアップしたところ、以下の通り、

計 221 個に及んだこと（危険源分類は、

法第 20 条から第 24 条による）、 
 

本法中条項 危険源の種
類

条項数

第
条

第
号

機械等

第
号

危険物等

第
号

エネルギー

第 条第 項 作業方法

第 条第 項 場所
第 条 有害要因
第 条 不潔さ

通路
第 条 作業行動

合計
 

このうち作業行動は、広く、主に不安

全行動（手間を惜しむ、悪慣れ等から、

意図的に事故災害を生じ得る行動をとる

こと）を指し、身体の動きそのものであ

って工学的管理が困難なため、法第 24条

に基づく事業者義務規定自体が存せず、

よって、労働者義務規定も存しないと解

されること、しかし、事業者の措置に応

じた措置しか義務づけられない旨の本条

の規定を外せば、労働者への独自の義務

づけは可能と解されること、 
機械の安全装置の無効化は作業行動の

問題だが、機械（法第 20条第 1号）関係

の危険源と解されているため、省令で、

事業者の義務（安衛則第 101 条）に対応

して、労働者にも不安全行動抑制義務が

課されていること（安衛則第 29 条）、 
エ 上記 221 個の省令規定を名宛人別

に分類したところ、以下の 6 類型となっ

たこと、 
 

名宛人の類型 条項数
労働者（労働者であるこ
とを前提とする除染等業
務従事者及び特定線量下
業務従事者を含む。）
運転者
事業者から指名を受けた
者
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指揮者
火気を使用した者
操作を行なう者

合計
 

このうち 2-6 には、文理上、一人親方

や会社役員等も含まれ得るので、本条と

の関係が不明であること（ないし、労働

者への適用の場面でのみ根拠とされるこ

と）、このうち類型 2-4 と 6 は、自然人

を対象としていると解されるため、文理

上、個人事業主の事業者は該当し得ると

解されること、 
221規定を内容で分類すると、以下の6

類型となったこと、 
 

規定内容の類型 条項
数

事業者又は事業者が定め
た者（以下「事業者等」
という。）の命令（立入
禁止、手袋使用禁止、治
具又は保護具の使用を含
む。）並びに事業者等が
設定した合図、誘導及び
制限速度の遵守
安全装置の無効化等の禁
止
安全設備（治具及び保護
具を除く）の使用
事業者等から命じられ
たときという要件のあ
る場合

保護具の使用
事業者等から命じられ
たときという要件のあ

る場合
搭乗すべきでない箇所へ
の搭乗禁止
その他作業方法の遵守

合計（重複あり）
 
このうち類型 1～3 は、対応する事業者

側の義務は、安全設備や保護具の使用等

の労働者への安全上の命令等だが、類型

4～6 は、装置等の設置や備え付け等の物

的措置となっていること、 
なお、安衛則第 151条の 73は、事業者

に、労働者にあおりを閉じさせることを

義務づける珍しい規定だが、三柴の見解

では、指示の対象を労働者に限定してい

ること（一人親方等としても災防効果は

果たせるが、除外したこと）には、指揮

命令関係による措置の確実を図る趣旨が

込められている可能性があること、 
オ 安衛法上、1 事業体において、事

業者（労働者を使用し、事業利益の帰属

主体である法人か個人事業主）と労働者

は、相互に重なることのない排他的概念

だが、両罰規定との関係では、困難な問

題が生じ得ること、 
法第 122 条は、事業者（法人や個人事

業主）の従業者が、事業者の業務に関し

て、所定の法違反を犯した場合に両者が

罰せられる旨を定めており、ここで従業

者には使用人＝労働者も含まれるので、

事業者義務規定であっても、労働者が違

反行為者であれば、処罰の対象となり得

ること、 
両罰規定については、本条は対象規定

により本来的に従業者も処罰され得るこ

とを確認的に規定したものに過ぎないと
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指揮者
火気を使用した者
操作を行なう者

合計
 

このうち 2-6 には、文理上、一人親方

や会社役員等も含まれ得るので、本条と

の関係が不明であること（ないし、労働

者への適用の場面でのみ根拠とされるこ

と）、このうち類型 2-4 と 6 は、自然人

を対象としていると解されるため、文理

上、個人事業主の事業者は該当し得ると

解されること、 
221規定を内容で分類すると、以下の6

類型となったこと、 
 

規定内容の類型 条項
数

事業者又は事業者が定め
た者（以下「事業者等」
という。）の命令（立入
禁止、手袋使用禁止、治
具又は保護具の使用を含
む。）並びに事業者等が
設定した合図、誘導及び
制限速度の遵守
安全装置の無効化等の禁
止
安全設備（治具及び保護
具を除く）の使用
事業者等から命じられ
たときという要件のあ
る場合

保護具の使用
事業者等から命じられ
たときという要件のあ

る場合
搭乗すべきでない箇所へ
の搭乗禁止
その他作業方法の遵守

合計（重複あり）
 
このうち類型 1～3 は、対応する事業者

側の義務は、安全設備や保護具の使用等

の労働者への安全上の命令等だが、類型

4～6 は、装置等の設置や備え付け等の物

的措置となっていること、 
なお、安衛則第 151条の 73は、事業者

に、労働者にあおりを閉じさせることを

義務づける珍しい規定だが、三柴の見解

では、指示の対象を労働者に限定してい

ること（一人親方等としても災防効果は

果たせるが、除外したこと）には、指揮

命令関係による措置の確実を図る趣旨が

込められている可能性があること、 
オ 安衛法上、1 事業体において、事

業者（労働者を使用し、事業利益の帰属

主体である法人か個人事業主）と労働者

は、相互に重なることのない排他的概念

だが、両罰規定との関係では、困難な問

題が生じ得ること、 
法第 122 条は、事業者（法人や個人事

業主）の従業者が、事業者の業務に関し

て、所定の法違反を犯した場合に両者が

罰せられる旨を定めており、ここで従業

者には使用人＝労働者も含まれるので、

事業者義務規定であっても、労働者が違

反行為者であれば、処罰の対象となり得

ること、 
両罰規定については、本条は対象規定

により本来的に従業者も処罰され得るこ

とを確認的に規定したものに過ぎないと
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する本来的義務者説と、本条により対象

規定の構成要件が修正されて処罰可能に

なったとする構成要件修正説があるが、

最高裁は後者を採用していること、ただ

し、事業者義務規定にかかる両罰規定の

適用対象となる実行行為者は、事業の代

表者から当該義務の履行を委任され、そ

の遂行に必要な権限を授与された者に限

られると解されること、 
カ 逆に、労働者に義務を課す規定に

労働者が違反した場合に両罰規定に基づ

き事業者を処罰できるかについて、寺西

輝泰は、事業者に保護具を労働者に「着

用させる」義務、労働者には「着用する」

義務を課すような裏腹関係にある規定は、

両罰規定の適用を想定しておらず、事業

者が自身に課された規定を果たしている

場合、その適用はなく、労働者の不履行

を見落としていた場合、事業者義務規定

についても過失責任を問える旨述べてい

ること（＊ただし、過失で労基法上刑事

責任を問えるかは疑問である（三柴））、

しかし、労働者義務規定違反につき両罰

規定で事業者たる法人を送検した例があ

ること、 
事業者に、フォークリフト等の車両系

荷役運搬機械等の運転者に安全措置を講

じさせる（運転位置から離れる場合の荷

役装置の最降下位置設置、確実なブレー

キ等）義務（第 1 項）、当該運転者側に

は当該措置を講じる義務（第 2 項）を課

した安衛則第 151 条の 11 を例に挙げれ

ば、ある労働者が雇用主の取引先等で単

独でフォークリフトを操作し、ブレーキ

を確実にかけずに離れた場合、事業者に

は故意がないので、事業者義務規定であ

る同条第 1 項違反は生じ得ないが、事業

者が雇入れ時教育等で第 1 項所定事項等

を伝えていた場合、運転者たる労働者に

第 2 項違反が生じ得、なおかつ、両罰規

定により、事業者の犯罪が成立すると解

されること、この際、事業者が免責され

るには、雇入れ教育後の然るべき指導監

督が必要となる、すなわち、労働者の義

務の発生要件と、両罰規定の免責要件は

異なると解され、そのため、労働者に義

務を課す規定違反への両罰規定の適用も

可能と解され、現にそのような運用がな

された例もあること、 
両罰規定が存在し、その適用を広く解

すると、事業者義務規定と労働者義務規

定が実質的に同一化するのではないかと

の疑問が生じ得るが、事業者義務規定に

つき労働者に義務が生じるのは、同人に

安全衛生管理の義務と権限が付与された

場合に限られること等による相違がある

こと、 
キ 本条（法第 26 条）が前提とする事

業者義務規定には罰金と共に身体刑（6
ヶ月以下の懲役）が付されているが、本

条自体の罰則は罰金にとどめられている

こと、 
ク 本来的に事業者責任を中核とし、

リスクの源流に位置する製造流通業者等

を一定範囲で規制する本法に労働者の個

人責任を問う本条を設けた趣旨を考える

に、例えば機械安全においては、設計・

製造段階での本質的な安全策（3 ステッ

プ・アプローチにおける 1st ステップ）

が望ましく、それが講じられる限り、機

械の改造等の例外を除き、労働者の関与

による影響は生じ難いが（そのためか、
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本質安全設計方策や新たな危険源の創出

（新規化学物質の無許可使用等）を規制

する規定は見当たらない）、1st ステップ

ではリスクが残り、追加的防護措置（2nd

ステップ）が必要となる場合、労働者が

それを無効化する可能性があるので、禁

じる必要が生じる（安衛則第 29 条）ほか、

機械の清掃等のため無効化する場合もあ

り、この際、適切な作業手順を遵守させ

る方策（人的措置）を講じる必要が生じ

る（安衛則第 108 条第 4 項）こと、それ

でも生じる残留リスクには、教育、情報

提供のほか、保護具の装着等（3rd ステッ

プ）によることになるが、その確保を全

て事業者に求められないため、労働者に

も着用義務を課す必要が生じる（安衛則

第 151 条の 52 第 2 項）こと、 
すなわち、3 ステップ・アプローチに

おける後次のアプローチほど、労働者の

協働が求められる構造があること（＊こ

れは、人的措置が中心となるメンタルヘ

ルス、生活習慣病対策等の健康対策に労

働者の協働が求められることとも通底す

る（三柴））、その典型がフォークリフ

ト、ドラグショベル等の車両系機械であ

り、運転操作を運転者が行うこと、他者

にも危害を加えかねないことから、「運

転者」規制を行わざるを得ないこと、も

っとも、安全装置の無効化のような不安

全行動の禁止以上に、作業計画の作成等

の作業方法の設定、安全防護や本質的安

全設計は、あくまで事業者の義務とすべ

きこと、 
ケ 労働者の行動は、災害補償・労災

保険給付の免責等をもたらすことがある

こと、 

すなわち、労基法第 78条は、労働者の

重大な過失（重過失）による災害であっ

て、行政官庁の認可を受けた場合、使用

者の休業補償法定災害補償義務を免じる

旨定めており、ここで重大な過失とは、

著しく注意を欠く、故意に比肩すべき過

失をいうこと、 
労災補償保険法第 12 条の 2 の 2も、労

災に該当する場合にも（：一応労災認定

されることが前提となる）、労働者の故

意による災害には保険給付を行わない旨

（第 1 項）と、故意の犯罪行為若しくは

重過失又は、正当事由のない療養指示の

不遵守による災害及び傷病の増進・継続

には保険を不支給又は減額する旨（第 2
項）を定めていること、第 1 項の「故意」

とは、自身の行為による一定の結果の発

生の認識と認容を意味するが、本人が結

果の発生を承知していようといまいと、

業務によりその結果が発生していた（業

務との因果関係が認められる）場合、第

1 項は適用されないこと、第 2 項の「故

意の犯罪」とは、重大な交通犯罪による

交通労災など、災害発生の原因となる犯

罪行為が故意である場合を意味すること、 
コ 関連規定をみると、法第 4 条が必

要な労災防止措置や、事業者ほか関係者

（国、自治体、労災防止団体、労働組合

等）が講じる労災防止措置への協力の努

力義務を訓示的、一般的に定めているほ

か、第 29 条第 3 項が、元方事業者（図 2
を参照）による関係請負人の労働者にか

かる遵法の指示への対応（指示に従うこ

と）、第 32 条第 6 項が、第 30 条から第
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本質安全設計方策や新たな危険源の創出

（新規化学物質の無許可使用等）を規制

する規定は見当たらない）、1st ステップ

ではリスクが残り、追加的防護措置（2nd

ステップ）が必要となる場合、労働者が

それを無効化する可能性があるので、禁

じる必要が生じる（安衛則第 29 条）ほか、

機械の清掃等のため無効化する場合もあ

り、この際、適切な作業手順を遵守させ

る方策（人的措置）を講じる必要が生じ

る（安衛則第 108 条第 4 項）こと、それ

でも生じる残留リスクには、教育、情報

提供のほか、保護具の装着等（3rd ステッ

プ）によることになるが、その確保を全

て事業者に求められないため、労働者に

も着用義務を課す必要が生じる（安衛則

第 151 条の 52 第 2 項）こと、 
すなわち、3 ステップ・アプローチに

おける後次のアプローチほど、労働者の

協働が求められる構造があること（＊こ

れは、人的措置が中心となるメンタルヘ

ルス、生活習慣病対策等の健康対策に労

働者の協働が求められることとも通底す

る（三柴））、その典型がフォークリフ

ト、ドラグショベル等の車両系機械であ

り、運転操作を運転者が行うこと、他者

にも危害を加えかねないことから、「運

転者」規制を行わざるを得ないこと、も

っとも、安全装置の無効化のような不安

全行動の禁止以上に、作業計画の作成等

の作業方法の設定、安全防護や本質的安

全設計は、あくまで事業者の義務とすべ

きこと、 
ケ 労働者の行動は、災害補償・労災

保険給付の免責等をもたらすことがある

こと、 

すなわち、労基法第 78条は、労働者の

重大な過失（重過失）による災害であっ

て、行政官庁の認可を受けた場合、使用

者の休業補償法定災害補償義務を免じる

旨定めており、ここで重大な過失とは、

著しく注意を欠く、故意に比肩すべき過

失をいうこと、 
労災補償保険法第 12 条の 2 の 2も、労

災に該当する場合にも（：一応労災認定

されることが前提となる）、労働者の故

意による災害には保険給付を行わない旨

（第 1 項）と、故意の犯罪行為若しくは

重過失又は、正当事由のない療養指示の

不遵守による災害及び傷病の増進・継続

には保険を不支給又は減額する旨（第 2
項）を定めていること、第 1 項の「故意」

とは、自身の行為による一定の結果の発

生の認識と認容を意味するが、本人が結

果の発生を承知していようといまいと、

業務によりその結果が発生していた（業

務との因果関係が認められる）場合、第

1 項は適用されないこと、第 2 項の「故

意の犯罪」とは、重大な交通犯罪による

交通労災など、災害発生の原因となる犯

罪行為が故意である場合を意味すること、 
コ 関連規定をみると、法第 4 条が必

要な労災防止措置や、事業者ほか関係者

（国、自治体、労災防止団体、労働組合

等）が講じる労災防止措置への協力の努

力義務を訓示的、一般的に定めているほ

か、第 29 条第 3 項が、元方事業者（図 2
を参照）による関係請負人の労働者にか

かる遵法の指示への対応（指示に従うこ

と）、第 32 条第 6 項が、第 30 条から第
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31 条の 23に基づき特定元方事業者らによ

第 条：主に、重層的請負関係で様々
な所属先の労働者が混在して工事が行わ
れる建設現場で、自身が仕事の一部を担
っていることからも、現場差配の権限と
リスク関連情報を持ち得る元方事業者を
統括者として、その作業場の特徴を踏ま
えつつ、特に建設機械がもたらす接触等
のリスクについて、物的、人的両面での
統一的かつ計画的な安全管理の仕組みを
構築すると共に、リスク関連情報が末端
まで共有されるようにすることを図った
規定。
第 条の ：製造業でも、混在作業に

よる危険が拡大してきたことを踏まえ、
第 条が対象とする造船業を除く製造
業の混在作業に、同条のうち主立った規
制を展開することを狙って、平成 年
の法改正（平成 年号外法律第
号）で新設された規定であり、主に化学
工業の製造工場、施設設備の用役、鉄鋼
業の製鉄、熱延、冷延の工程、自動車製
造業のプレス、溶接、塗装、組立などの
作業を想定している。
第 条の ：昭和 年の法改正（昭

和 年法律第 号）により設けられた
第 条の 第 項（建設業等における
爆発や火災等に際しての救護にかかる労
災防止のための物的、人的措置義務）の
履行確保を、一の場所における重層的請
負関係に基づく混在作業下で図る目的で
設けられた規定。第 項は、元方事業者
に、当該場所で当該作業に従事する全労
働者について、第 条の 第 項の定
める救護にかかる労災防止措置の履行義
務を課し、第 項ないし第 項は、一の

り講じられる措置への対応（必要な事項

場所における一の仕事が分割発注される
場合の、法第 条第 項を準用を定め
ている。
第 条：建設業等の事業では、請負

関係のもとで、発注者をはじめとする上
位の注文者が、自身が管理する建設物等
を関係請負人の労働者に使用させること
が多いが、同人らがその管理権やリスク
関連情報を持たないため、労災防止対策
を講じにくい面があるため、設けられた
規定。建設業等の事業では、注文者は、
同人が管理権やリスク情報を持っている
建設物等（足場、型枠支保工、交流アー
ク溶接機等）を関係請負人の労働者に使
用させる際、必要な労災防止措置を講じ
るべきとされている。その具体的内容
は、法第 条に基づき、安衛則第
条から第 条に定められている。
枝番号付の条文を含め、あくまで注文

者を対象とした規制であり、第 条、
第 条、第 条のように、統括安全衛
生管理体制の定めとは、対象と趣旨を異
にする。
第 条の ：業務の外注化の進展に応

じて、危険有害な化学物質を製造し、又
は取り扱う設備等の改造、修理、清掃等
の作業が外注されることも増え、外注先
がその設備等にある化学物質の危険有害
性や対応策等の情報を知尽しなかったこ
とで生じる労災が生じていたため、平成
年の安衛法改正（平成 年号外法律

第 号）により、注文者と関係請負人
間のリスクコミュニケーションを図るた
め、設けられた規定。特定の爆発性、引
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の遵守）、第 32 条第 7 項が、第 30 条か

ら第 31 条の 2 のほか、第 32 条第 1 項か

ら第 3 項に基づく措置の確保のための指

示に従うこと、第 66 条第 5 項が、健診受

診義務、第 66 条の 7 第 2項が、健診結果

を踏まえ、保健指導を活用した自己保健

の努力、第 66 条の 8 第 2項が、長時間労

働面接指導を受ける義務、第 69 条第 2項

が、事業者の行うTHP活動を利用した自

己保健の努力、第 78 条第 3 項が、事業者

が策定した特別安全衛生改善計画の遵守、

第 79条第 2 項が、同じく安全衛生改善計

画の遵守を定めていること、 
サ 機械等や危険有害物の製造流通規

制を置く第 5 章などは、製造流通業者や

何人（全ての者）を対象として本質的安

全措置を講じさせる等しており、対応す

る労働者の義務を想定し難いため、そう

した規定を設けていないこと、 
シ 法第 98 条第 2 項、第 99 条第 2 項

は、労働基準監督機関が事業者等に使用

停止命令や緊急措置命令を発令した際に、

必要事項を労働者にも命じられる旨定め、

その違反に 50万円以下の罰金を科してい

ること、 
法第 61条は、第 1 項で、事業者に対し

火性の物質、大量漏洩により急性障害を
招く物質を製造し、又は取り扱う設備の
改造、修理、清掃等の仕事であって、設
備の分解、内部への立ち入り等、物質に
ばく露する作業を伴うもの（安衛則第

条の ）の発注者（他者から仕事を
請け負っていない最も先次の注文者（法
第 条第 項）。法第 条の からも
明らかなように、自ら仕事の一部を行う

て、クレーン運転等の所定の業務につき、

無資格者の就業を禁じ、第 2 項で、無資

格者全てに対して就業を禁じており、こ

れには労働者のみならず個人事業主等も

含まれると解されること、 
刑法第 117 条は、火薬、ボイラー等の

激発物を破裂させて、所定の物を損壊し

た者等を属性を問わず放火の例に倣って

処罰する旨（第 1 項）、過失犯の場合、

失火の例に倣って処罰する旨（第 2 項）

を定め、軽犯罪法第 1 条第 10号も、火薬

類、ボイラー等の爆発物を使用ないし弄

んだ者を拘留又は科料に処する旨定めて

いること、 
ス 本条（法第 26 条）の沿革を見ると、

鉱山保安分野では、明治 23 年の鉱業条例

第 60条が、鉱業人が予防措置を講じない

場合、鉱山監督署長が鉱夫等に直接予防

措置の執行を命じられる旨を定めていた

ほか、同条例に基づく明治 25年の鉱業警

察規則第 13 条が、鉱夫に対して安全灯を

用いる坑内での発火具の携帯を禁止して

いたこと、船員分野では、明治 32年の船

員法が、船中秩序違反を犯した海員に対

する船長の懲戒権限、人身や船舶に危害

を及ぼす行為についての身体拘束権限等

か否かは問われないが、請負業者でない
こと（いわばお客様）を前提にしている
ので、自身で仕事を行わないことが多
い。自ら仕事を行う場合、元方事業者に
該当し得る）等に、それらの物質に起因
する労災の防止措置を講じること、具体
的には、そうした化学物質の危険有害
性、作業上の留意点等を文書で関係請負
人に提供することを求めている。

－ 34 －



総括研究報告書（三柴 丈典）

の遵守）、第 32 条第 7 項が、第 30 条か

ら第 31 条の 2 のほか、第 32 条第 1 項か

ら第 3 項に基づく措置の確保のための指

示に従うこと、第 66 条第 5 項が、健診受

診義務、第 66 条の 7 第 2項が、健診結果

を踏まえ、保健指導を活用した自己保健

の努力、第 66 条の 8 第 2項が、長時間労

働面接指導を受ける義務、第 69 条第 2項

が、事業者の行うTHP活動を利用した自

己保健の努力、第 78 条第 3 項が、事業者

が策定した特別安全衛生改善計画の遵守、

第 79条第 2 項が、同じく安全衛生改善計

画の遵守を定めていること、 
サ 機械等や危険有害物の製造流通規

制を置く第 5 章などは、製造流通業者や

何人（全ての者）を対象として本質的安

全措置を講じさせる等しており、対応す

る労働者の義務を想定し難いため、そう

した規定を設けていないこと、 
シ 法第 98 条第 2 項、第 99 条第 2 項

は、労働基準監督機関が事業者等に使用

停止命令や緊急措置命令を発令した際に、

必要事項を労働者にも命じられる旨定め、

その違反に 50万円以下の罰金を科してい

ること、 
法第 61条は、第 1 項で、事業者に対し

火性の物質、大量漏洩により急性障害を
招く物質を製造し、又は取り扱う設備の
改造、修理、清掃等の仕事であって、設
備の分解、内部への立ち入り等、物質に
ばく露する作業を伴うもの（安衛則第

条の ）の発注者（他者から仕事を
請け負っていない最も先次の注文者（法
第 条第 項）。法第 条の からも
明らかなように、自ら仕事の一部を行う

て、クレーン運転等の所定の業務につき、

無資格者の就業を禁じ、第 2 項で、無資

格者全てに対して就業を禁じており、こ

れには労働者のみならず個人事業主等も

含まれると解されること、 
刑法第 117 条は、火薬、ボイラー等の

激発物を破裂させて、所定の物を損壊し

た者等を属性を問わず放火の例に倣って

処罰する旨（第 1 項）、過失犯の場合、

失火の例に倣って処罰する旨（第 2 項）

を定め、軽犯罪法第 1 条第 10号も、火薬

類、ボイラー等の爆発物を使用ないし弄

んだ者を拘留又は科料に処する旨定めて

いること、 
ス 本条（法第 26 条）の沿革を見ると、

鉱山保安分野では、明治 23 年の鉱業条例

第 60条が、鉱業人が予防措置を講じない

場合、鉱山監督署長が鉱夫等に直接予防

措置の執行を命じられる旨を定めていた

ほか、同条例に基づく明治 25年の鉱業警

察規則第 13 条が、鉱夫に対して安全灯を

用いる坑内での発火具の携帯を禁止して

いたこと、船員分野では、明治 32年の船

員法が、船中秩序違反を犯した海員に対

する船長の懲戒権限、人身や船舶に危害

を及ぼす行為についての身体拘束権限等

か否かは問われないが、請負業者でない
こと（いわばお客様）を前提にしている
ので、自身で仕事を行わないことが多
い。自ら仕事を行う場合、元方事業者に
該当し得る）等に、それらの物質に起因
する労災の防止措置を講じること、具体
的には、そうした化学物質の危険有害
性、作業上の留意点等を文書で関係請負
人に提供することを求めている。
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を規定していたこと、製造業分野では、

工場法施行以前は、大阪府の明治 29 年の

製造塲取締規則第 11 条第 2 項が、機關手

（鉄道、船舶、航空機などの交通手段の

運転・操縦にあたる職種）、油差火夫

（蒸気機関の稼働のためボイラーの火を

焚く職種）又は電機手に対し、危害予防

の注意と、異常ある場合の雇い主への申

告を義務づけ（類似規定：現行安衛則第

29 条第 1 項第 4 号）、違反者に 2 円以上

10 円以下の罰金を定めていたこと、国法

では、大正 12年の改正工場法に、行政官

庁が危害防止のための措置を工業主に命

じた際に、職工や徒弟にも必要事項を命

じ得る旨の規定が設けられたこと、その

後、昭和 4 年の工場危害予防及衛生規則

第 14条第 2 項には、職工に作業中帽子又

は作業服の着用を義務づける定め（現行

安衛則第 110条第 2項に相当）、第 19条

には、危害予防装置の無効化を制限する

（濫りに無効化することを禁じる）定め

（同前第 29 条第 1 項第 1号に相当）が設

けられたこと、この際、「職工」には、

工場主との雇用関係は要せず、一人親方

や労働者供給事業者からの被供給者も含

まれたこと、これは、これらの法制度が

労働者のみならず「場」の管理を目的と

していたことにより、工場法と鉱山保安

法が、公益保護規定（鉱山保安法第 8 条

のような公害防止規定等）を置いていた

こととも通底すると解されること、 
戦後制定された労基法第 44条にも、労

働者に危害防止のための必要事項の遵守

義務の定めが設けられ、なおかつ、大正

4 年の改正工場法では予定されていたと

解される、事業者の措置に応じて、とい

う前提が外されたこと、その理由につい

て、労基法制定に携わった寺本廣作は、

安全衛生の実効のため労働者による規定

の遵守が不可欠であること、イギリス工

場法にも労働者の義務規定があること

（第 119条）、明治 25年の鉱業警察規則

も、事業の性質上危険性が高い場合、労

働者義務規定を設けていたこと（第 31条、

第 50 条、第 72 条）等と共に、現に同法

に紐付く旧安衛則に多数の労働者義務規

定（一定の用具の使用、高所から物の落

下、機械作業時の手袋装着等の不作為、

合図、墜落防止方法の遵守等の作為）が

設けられていること等を挙げていること、 
現行安衛法制定時には、本条は現行と

ほぼ同様の定めだったが、昭和 55年に、

主に災害時の救護による二次被害の防止

を狙った法第 25 条の 2 が新設されたため、

これを対象条文に加える改正が行われた

こと、 
セ 安全衛生における労働者の役割の

重要性は国際条約にも示されていること、

例えば、1929 年に採択され、2021 年に

撤回された産業災害の予防に関する第 31
号勧告は、以下のように定めていたこと、 
「労働者の工場内での行動が安全措置

の効果に与える影響の大きさに照らすと、

各加盟国は、使用者が安全教育に全力を

尽くすよう、また、労働者の団体がその

メンバー共々安全活動に協働するよう、

措置を講じるものとする（
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）」、「災害予防に
おける労働者の行動の重要性に照らし、
法律は、労働者が災害防止に関する法的
要件を遵守すること、とりわけ、許可な
く安全装置を解除することを禁じ、それ
らを適切に取り扱うことを義務づける必
要がある（

）」。
年に公布された機械の防護に関す

る第 号条約第 条も、労働者のみな
らず「いかなる者も」、機械の安全装置
を無効化してはならない旨を定め、
年に日本で公布された石綿使用上の安全
に関する第 号条約第 条も、労働者
が石綿へのばく露にかかる健康障害防止
のための手続に従うべきことを定め、建
設業における安全及び健康に関する第

号条約第 条も、他により有効な保
護方策がない場合、使用者に個人用保護
具及び保護衣の提供と維持等を求め、労
働者にそれらを適切に使用し、手入れす
ることを求めていること、
ソ 適用の実際としては、令和 2 年に、

建設資材レンタル業の労働者がフォーク

リフトを離れる際にフォークを最低降下

位置に置かず、エンジンも切らなかった

ため、他社の労働者が当該フォークとト

ラックの荷台の間に挟まれて死亡した事

案につき、両罰規定が適用され、労働者

が雇い主のレンタル業者と共に送検され

て罰金刑に処された例があること、 
タ 前述の通り、鉱山保安に適用され

る鉱山保安法は、鉱山労働者を名宛人と
して、鉱業権者の措置に応じて危害防止
や施設保全のための必要事項の遵守を義
務づけているところ、鉱山労働者には請
負人も含まれること（ただし、鉱業権者
自身や鉱業代理人は含まれない）、また、
経産省の逐条解説によれば、鉱山労働者
の義務は、鉱業権者の保安上の措置と無
関係に設けることが適当でないため、当
該措置に応じて課されたこと、
チ 船員は、船員法上、船舶との一体

性が重視され、その沈没・滅失により雇
用契約が終了すること（第 条第 項）、
契約終了後も人命、船舶等の救助に従事
すべきこと（同第 項）等のほか、船内
作業による危害防止や船内の衛生保持に
つき国土交通省令の定めを遵守すべきこ
と（同第 項）等が定められ、罰則も設
けられているが（第 条、第 条の
）、両罰規定の対象とはされていないこ
と、
ツ 家内労働法では、業務の委託者と

家内労働者を労使関係類似の関係と見立
てており、第 条は、第 項で、委託者
に対して、機械器具や原材料等を家内労
働者に譲渡提供等する際に省令に基づき
それらによる危害の防止措置を講ずべき
義務を定め、第 項で、家内労働者に対
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）」、「災害予防に
おける労働者の行動の重要性に照らし、
法律は、労働者が災害防止に関する法的
要件を遵守すること、とりわけ、許可な
く安全装置を解除することを禁じ、それ
らを適切に取り扱うことを義務づける必
要がある（

）」。
年に公布された機械の防護に関す

る第 号条約第 条も、労働者のみな
らず「いかなる者も」、機械の安全装置
を無効化してはならない旨を定め、
年に日本で公布された石綿使用上の安全
に関する第 号条約第 条も、労働者
が石綿へのばく露にかかる健康障害防止
のための手続に従うべきことを定め、建
設業における安全及び健康に関する第

号条約第 条も、他により有効な保
護方策がない場合、使用者に個人用保護
具及び保護衣の提供と維持等を求め、労
働者にそれらを適切に使用し、手入れす
ることを求めていること、
ソ 適用の実際としては、令和 2 年に、

建設資材レンタル業の労働者がフォーク

リフトを離れる際にフォークを最低降下

位置に置かず、エンジンも切らなかった

ため、他社の労働者が当該フォークとト

ラックの荷台の間に挟まれて死亡した事

案につき、両罰規定が適用され、労働者

が雇い主のレンタル業者と共に送検され

て罰金刑に処された例があること、 
タ 前述の通り、鉱山保安に適用され

る鉱山保安法は、鉱山労働者を名宛人と
して、鉱業権者の措置に応じて危害防止
や施設保全のための必要事項の遵守を義
務づけているところ、鉱山労働者には請
負人も含まれること（ただし、鉱業権者
自身や鉱業代理人は含まれない）、また、
経産省の逐条解説によれば、鉱山労働者
の義務は、鉱業権者の保安上の措置と無
関係に設けることが適当でないため、当
該措置に応じて課されたこと、
チ 船員は、船員法上、船舶との一体

性が重視され、その沈没・滅失により雇
用契約が終了すること（第 条第 項）、
契約終了後も人命、船舶等の救助に従事
すべきこと（同第 項）等のほか、船内
作業による危害防止や船内の衛生保持に
つき国土交通省令の定めを遵守すべきこ
と（同第 項）等が定められ、罰則も設
けられているが（第 条、第 条の
）、両罰規定の対象とはされていないこ
と、
ツ 家内労働法では、業務の委託者と

家内労働者を労使関係類似の関係と見立
てており、第 条は、第 項で、委託者
に対して、機械器具や原材料等を家内労
働者に譲渡提供等する際に省令に基づき
それらによる危害の防止措置を講ずべき
義務を定め、第 項で、家内労働者に対
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し、機械器具や原材料等のほか、ガス蒸
気粉じん等による危害防止措置を「講じ
る」義務を定め、第 項で、家内労働者
の同居の親族であり、同人に使用される
補助者にも、第 項所定の危害防止措置
の「守る」義務を定めていること、
第 項は、家内労働者に、自己管理義

務と共に補助者に対する安全衛生上の義
務も課していると解されること、
テ の 年労働安全衛生法

（ ）第 条は、被用者に対して、
自身の作為／不作為の影響を受ける他者
と自身の安全衛生にかかる注意義務 、
事業者らに課せられた関連法規の履行へ
の協力義務 を課していること、このう
ち は、事業者らの講じる措置を前提と
しておらず、日本法より労働者にも積極
的な安全衛生責任を担わせようとしてい
ると解されること、
ト 法第 条は、第 項で、危害防止

措置を包括的に定めた法第 条～第
条の に基づき事業者が講じる措置とそ
れに応じた労働者の遵守事項につき、厚
生労働省令に委任する旨、第 項で、省
令制定に際して公害防止関係法令の趣旨
に沿うよう配慮すべき旨を定めているこ
と、
ナ 一般に省令とは、国家行政組織法

第 条第 項に基づき、各省大臣が、法
律や政令施行のため、又はそれらの委任
に基づき、所掌する行政事務について、
各機関の命令として発するもので、法的
効力は法律・政令に劣後すること、政令
の場合に必要となる内閣法制局審査及び
各省協議を経て閣議決定が不要なため、
比較的迅速な制定改廃を行えること、

旧安衛則時代は、労基法に紐付いてい
て、労基法には、同法に基づく命令の制
定に際しては、行政機関の恣意にわたら
ないように、との趣旨で、公聴会の開催
が求められており（第 条）、労災防止
団体法にも、制定当初、同法に基づく省
令制定に際して、同旨の規定が設けられ
ていたが（第 条。その後廃止）、現行
安衛法には同旨の規定は存せず、労災防
止計画の策定・変更に際して審議会の意
見を聴取すべき旨の定めがあるにとどま
ること、とはいえ、労働政策に関する重
要事項については労働政策審議会による
調査審議に付され、厚生労働大臣等に意
見を述べることとなっているため、重要
な省令の制定等は、その審議に付されて
いること、
日本が平成 年に批准登録した職業上

の安全及び健康を促進するための枠組み
に関する第 号条約第 条には、労働
安全衛生法令の制定等に際して代表的な
労使の団体と協議すべき旨が定められて
いること、ただし、当然ながら、安衛則
第 条のように、条約の国内担保法とな
っている規則規定の改廃は、当該条約に
矛盾しないように行う必要があること、
ニ 法第 条→有機則第 条の →

厚生労働大臣所定の構造規格や性能基準
（平成 年労働省告示第 号）の例や、
安衛法第 条→研削盤等構造規格第 条
第 項（最高使用周速度）→厚生労働省
労働基準局長所定の値の例のように、再
委任の例も多く、中にはクレーン構造規
格第 条第 項第 号のように、 へ
の再委任の例もあるが、 に著作権が設
定されているが故の周知の問題があるほ
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か、民間団体に立法を委ねることの是非
が問われ得ること、この点では、法令上
は性能要件を定め、 を例示する方策
（ボイラー構造規格第 条第 項が鋼製
ボイラーの主要材料につき、安全な化学
的成分及び機械的性質を定め、同告示の
せこう通達で、 （一般構造用圧
延鋼材）を例示している）の方が適当と
解されること、
ヌ 本条に基づき危害防止基準を定め

る省令は、安衛則を筆頭に除染則に至る
省令だが、この中には本条以外の条項

を根拠とするものも含まれていると解さ
れること、
ネ 本条で省令策定に際しその趣旨に

沿うよう配慮が求められている公害防止
関係法令にいう「公害」とは、環境基本
法第 条第 項が定める典型 公害（昭
和 年に同法の前身となる公害対策基本
法の一部改正により土壌汚染が加えられ、
典型７公害となった）であり、大気汚染、
水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤
沈下、悪臭であって、人の健康や生活環
境を害するものが該当すること、この定
めの趣旨については、安衛法の施行通達
（昭和 年 月 日発基第 号）が、
労災防止と公害防止の技術基準は原則と
して異なるが、労災と公害の発生源が共
に工場、事業場であって両者が密接な関
係にある場合、職場内部の危害防止基準
が公害等防止にも資する場合があるので、
その策定に際して公害等防止基準の勘案
を求めた旨を記していること、
好例として、特化則第 条が挙げられ、

アルキル水銀化合物を含有する残滓物に
つき、除毒後でなければ廃棄できない旨

を定めていること、
ここで配慮の対象となる法令には、消

防法や鉱山保安法、建築基準法のほか、
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規
制に関する法律、道交法など様々なもの
が含まれ、国法のみならず、条例や自治
体の長が制定する規則も含まれ得ること、
ここでいう「配慮」は、調整とは異な

り、他省庁等との協議は必要としないと
解されること、
ノ 本条のうち、労働者以外を含め、

広く公益の保護を図る規定（第 項）を
焦点に沿革をみると、先ず、日本最古の
安全衛生法制である鉱山保安法制が、労
働法としての性格を内包しつつも鉱業の
持続的運営を支える総合的な性格を持っ
ていたこと、すなわち、明治 年に布告
された日本坑法には、明治 年の改正で、
試掘又は採製事業が公益を害する場合の
農商務大臣による許可取消が定められ、
明治 年に公布された鉱業条例第 章
（鉱業警察）には、農商務大臣の指揮下
で鉱山監督署長が監督する事柄として、
建築物の保安、鑛夫の生命・衛生の保護、
地表の安全と公益の保護、鉱業上の危険
や公益を害する恐れがある場合の予防・
停止命令、農商務大臣によるこの条例の
細則（鉱業警察規則）の制定について定
められ、この条例が明治 年公布の鉱業
法に受け継がれた際も同様の規定が置か
れたこと（ただし、急迫の危険がある場
合、鉱山監督署長が予防・停止命令を発
令できる旨の定めが加えられた）、
戦後、鉱山保安法（昭和 年法律第
号）が制定されると、鉱業法の鉱山保

安規定が部分的に承継されると共に、同
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か、民間団体に立法を委ねることの是非
が問われ得ること、この点では、法令上
は性能要件を定め、 を例示する方策
（ボイラー構造規格第 条第 項が鋼製
ボイラーの主要材料につき、安全な化学
的成分及び機械的性質を定め、同告示の
せこう通達で、 （一般構造用圧
延鋼材）を例示している）の方が適当と
解されること、
ヌ 本条に基づき危害防止基準を定め

る省令は、安衛則を筆頭に除染則に至る
省令だが、この中には本条以外の条項

を根拠とするものも含まれていると解さ
れること、
ネ 本条で省令策定に際しその趣旨に

沿うよう配慮が求められている公害防止
関係法令にいう「公害」とは、環境基本
法第 条第 項が定める典型 公害（昭
和 年に同法の前身となる公害対策基本
法の一部改正により土壌汚染が加えられ、
典型７公害となった）であり、大気汚染、
水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤
沈下、悪臭であって、人の健康や生活環
境を害するものが該当すること、この定
めの趣旨については、安衛法の施行通達
（昭和 年 月 日発基第 号）が、
労災防止と公害防止の技術基準は原則と
して異なるが、労災と公害の発生源が共
に工場、事業場であって両者が密接な関
係にある場合、職場内部の危害防止基準
が公害等防止にも資する場合があるので、
その策定に際して公害等防止基準の勘案
を求めた旨を記していること、
好例として、特化則第 条が挙げられ、

アルキル水銀化合物を含有する残滓物に
つき、除毒後でなければ廃棄できない旨

を定めていること、
ここで配慮の対象となる法令には、消

防法や鉱山保安法、建築基準法のほか、
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規
制に関する法律、道交法など様々なもの
が含まれ、国法のみならず、条例や自治
体の長が制定する規則も含まれ得ること、
ここでいう「配慮」は、調整とは異な

り、他省庁等との協議は必要としないと
解されること、
ノ 本条のうち、労働者以外を含め、

広く公益の保護を図る規定（第 項）を
焦点に沿革をみると、先ず、日本最古の
安全衛生法制である鉱山保安法制が、労
働法としての性格を内包しつつも鉱業の
持続的運営を支える総合的な性格を持っ
ていたこと、すなわち、明治 年に布告
された日本坑法には、明治 年の改正で、
試掘又は採製事業が公益を害する場合の
農商務大臣による許可取消が定められ、
明治 年に公布された鉱業条例第 章
（鉱業警察）には、農商務大臣の指揮下
で鉱山監督署長が監督する事柄として、
建築物の保安、鑛夫の生命・衛生の保護、
地表の安全と公益の保護、鉱業上の危険
や公益を害する恐れがある場合の予防・
停止命令、農商務大臣によるこの条例の
細則（鉱業警察規則）の制定について定
められ、この条例が明治 年公布の鉱業
法に受け継がれた際も同様の規定が置か
れたこと（ただし、急迫の危険がある場
合、鉱山監督署長が予防・停止命令を発
令できる旨の定めが加えられた）、
戦後、鉱山保安法（昭和 年法律第
号）が制定されると、鉱業法の鉱山保

安規定が部分的に承継されると共に、同
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法第 条の保安の定義に、人への危害防
止（第 号）のほか、鉱物資源の保護
（第 号）、施設の保全（第 号）、鉱害
防止（第 号）が記され、このうち人へ
の危害防止には、衛生に関する通気及び
災害時の救護が含まれる旨（第 項）定
められたこと、その後、昭和 年の法改
正で、同法が鉱害防止を目的とする旨明
記されたこと、
他方、明治 年に公布された工場法は、

第 条で、工場や附属建設物、設備によ
る危害のほか、衛生、風紀その他の公益
を害するおそれに対処するため、予防措
置や停止を工業主に命じ得る旨を定め、
その具体化は、工場危害予防及衛生規則
に委ねられていたこと、しかし、そこに
公害防止規定は設けられていなかったこ
と、工場以外の就業場所（土石採取、陸
上運輸、貨物取扱等の就業場所）につい
ては、労働者災害扶助法第 条に、事業
実施場所における危害防止や衛生に関す
る行政官庁の事業主又は労働者への命令
権限が定められ、これに基づき土石採取
業や建設業を対象とした規則が制定され
たこと、
戦後の労基法には、このうち安全衛生

及び風紀が引き継がれたが（第 条、第
条）、公益保護（公害防止）規定は引

き継がれなかったこと、すなわち、第
条は、機械器具その他の設備、原材料又
はガス、蒸気、粉じん等によるリスク防
止を定め、第 条は、建設物及びその附
属建設物の換気、採光、照明、保温、防
湿、休養、避難、清潔等、労働者の健康、
風紀、生命保持に必要な措置を定め、第

条は、これらの条規により労使がなす

べき措置を命令に委任する旨を定めたが、
労働者保護以外を目的に含む規定は、第

条から第 条による機械・有害物の
製造流通規制にとどまり、公益保護（公
害防止）規定は、当時の労基法に紐付く
旧安衛則第 条（排気・排液中に有害
物や病原体を含む場合の排出前の処理）
にとどまっていたこと、
しかしその後、有害物質による公害を

受けて労基法のもとに制定された旧特化
則第 章に、排ガス、排液、残滓物（溶
解やろ過後に残る不溶物）等の処理が定
められ、施行通達が、その趣旨について、
これらの物質の排出防止措置により、公
害防止にも寄与し得る旨を示したこと、
現行安衛法の骨格を形成した労働基準

法研究会第 小委員会も、職場の安全衛
生が「事業場外へも波及する問題である
こと」、特化則による規制には、「排気中
の有害物質の除じん、除ガス等」も含ま
れており、こうした労働衛生確保措置が
「直接公害防止と結びつく」と記したこ
と、
ハ 以下の表に示すように、本法には、

「…は、厚生労働省令で定める」という
規定形式が、準用（第 条の 第 項）
を含めて 箇所あるが（むろん、「厚生
労働省令で定める方法により」等の部分
委任規定は他に数多ある）、自己完結的な
危害防止基準（特定の危害を対象に、原
則として、罰則の裏付けをもって、事業
者等の名宛人がなすべきこと・なすべき
でないことを具体的に定めるもの）を導
く委任規定は、本条項（法第 条第 項）
と第 条（並びに、見方によっては、第

条の ）にとどまること、また、公益
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配慮（公害防止）規定は、本条のみに設
けられていること、

章別 省令委任の対象となる条
項又は事項

省令委任
規定

第 章 第 条～第 条、第
条の 第 項、第 条

第 条第
項

第 条第 項及び第
項、第 条の 第 項及
び第 項、第 条の 第
項及び第 項、第 条

第 項、第 条の 、第
条第 項～第 項、第
条第 項及び第 項、

第 条、第 条第 項、
第 条第 項

第 条

第 章 第 条の 第 項 第 条の
第 項

第 条の 第 項及び第
項

第 条の
第 項

第 章 健康管理手帳の様式その
他健康管理手帳について
必要な事項

第 条第
項

第 章
の

免許証の交付の手続その
他免許に関して必要な事
項

第 条の

第 章 免許試験の受験資格、試
験科目及び受験手続並び
に教習の受講手続その他
免許試験の実施について
必要な事項

第 条第
項

試験事務規程で定めるべ
き事項

第 条の
第 項

指定試験機関等に関する
事項

第 条の
第 項

技能講習の受講資格及び
受講手続その他技能講習
の実施について必要な事
項

第 条第
項

第 章 産業安全専門官及び労働
衛生専門官について必要
な事項

第 条第
項

第 条の 第 項 第 条の
第 項

第 条の 第 項 第 条の
第 項

この法律に定めるもののほか、こ
の法律の規定の実施に関し必要な
事項

第 条
の

ヒ 「危害防止基準」との用語は、法
第 条（目的）に登場するのみで、定義
規定が見られないが、本法起案に携わっ
た畠中信夫氏の著書では、特定の危害に
対し、関係者に対して特定の措置（作
為・不作為）を罰則付きで規定するもの
と説明されており、事業者義務規定のみ
ならず、元方事業者を対象とするものや、
製造流通規制を含め、安衛法の目的達成
のために設定される関係者の具体的行為
基準全てを含むと解されること、
分類学的には、工場法第 条、旧労基

法第 条、第 条の定めを継承し、事
業者を対象として、最も一般的な内容を
定めた法第 章前半の第 章前半（第
条から第 条の ）と、それ以外（第
章後半、第 章等：機械等・危険物有害
物に関する規制、作業環境測定、特殊健
診、安全衛生教育、就業制限等に関する
規定等）とに区分でき、後者は前者の特
別法的役割／性格を持つとも解されるこ
と、
本法に紐付く省令には、本法中の根拠

条文が示されておらず、旧労基法に関す
る労働省の解説書には、当時の第 条、
第 条は、規制事項を安全と衛生で区分
していなかったが、命令（省令＝安衛則）
では、両者を区分していたこと、従って、
安衛則の個々の規定の根拠条文は、個別
的検討に付される旨の記載があったこと、
よって、現行法制度上も、規則規定の根
拠条文は、個別的、後付け的に検討され
ざるを得ないこと、また、同じ危険有害
問題に対する規則規定同士の法条競合や
規則の根拠条文の重複が生じ得る、現行
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配慮（公害防止）規定は、本条のみに設
けられていること、

章別 省令委任の対象となる条
項又は事項

省令委任
規定

第 章 第 条～第 条、第
条の 第 項、第 条

第 条第
項

第 条第 項及び第
項、第 条の 第 項及
び第 項、第 条の 第
項及び第 項、第 条

第 項、第 条の 、第
条第 項～第 項、第
条第 項及び第 項、

第 条、第 条第 項、
第 条第 項

第 条

第 章 第 条の 第 項 第 条の
第 項

第 条の 第 項及び第
項

第 条の
第 項

第 章 健康管理手帳の様式その
他健康管理手帳について
必要な事項

第 条第
項

第 章
の

免許証の交付の手続その
他免許に関して必要な事
項

第 条の

第 章 免許試験の受験資格、試
験科目及び受験手続並び
に教習の受講手続その他
免許試験の実施について
必要な事項

第 条第
項

試験事務規程で定めるべ
き事項

第 条の
第 項

指定試験機関等に関する
事項

第 条の
第 項

技能講習の受講資格及び
受講手続その他技能講習
の実施について必要な事
項

第 条第
項

第 章 産業安全専門官及び労働
衛生専門官について必要
な事項

第 条第
項

第 条の 第 項 第 条の
第 項

第 条の 第 項 第 条の
第 項

この法律に定めるもののほか、こ
の法律の規定の実施に関し必要な
事項

第 条
の

ヒ 「危害防止基準」との用語は、法
第 条（目的）に登場するのみで、定義
規定が見られないが、本法起案に携わっ
た畠中信夫氏の著書では、特定の危害に
対し、関係者に対して特定の措置（作
為・不作為）を罰則付きで規定するもの
と説明されており、事業者義務規定のみ
ならず、元方事業者を対象とするものや、
製造流通規制を含め、安衛法の目的達成
のために設定される関係者の具体的行為
基準全てを含むと解されること、
分類学的には、工場法第 条、旧労基

法第 条、第 条の定めを継承し、事
業者を対象として、最も一般的な内容を
定めた法第 章前半の第 章前半（第
条から第 条の ）と、それ以外（第
章後半、第 章等：機械等・危険物有害
物に関する規制、作業環境測定、特殊健
診、安全衛生教育、就業制限等に関する
規定等）とに区分でき、後者は前者の特
別法的役割／性格を持つとも解されるこ
と、
本法に紐付く省令には、本法中の根拠

条文が示されておらず、旧労基法に関す
る労働省の解説書には、当時の第 条、
第 条は、規制事項を安全と衛生で区分
していなかったが、命令（省令＝安衛則）
では、両者を区分していたこと、従って、
安衛則の個々の規定の根拠条文は、個別
的検討に付される旨の記載があったこと、
よって、現行法制度上も、規則規定の根
拠条文は、個別的、後付け的に検討され
ざるを得ないこと、また、同じ危険有害
問題に対する規則規定同士の法条競合や
規則の根拠条文の重複が生じ得る、現行
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法規則が対象とする危険源は、以下の通
りであり、猛獣、人間の暴力等含まれな
い危険源がある等の課題があると解され
ること、しかし、本研究プロジェクトで
の畠中氏の発言（第 回 年 月
日）によれば、現行法第 条から第
条の は、いずれも規制事項を「等」で
締めているので、全ての関係省令の規定
は、いずれかの規定に紐付けられ得るこ
と、また、法条競合等は、実際的にはさ
ほど問題となり得ないとも解されること、
本法上の危害防止基準と他領域の法令

との重畳適用がなされた例として、平成
年 月に茨城県東海村の株式会社ジェ

ー・シー・オー東海事業所で生じた臨界
による放射線被ばく災害があり、水戸地
判平成 年 月 日は、同社及び同社東
海事業所長に対し、本法第 条第 項
（安全管理者を選任し、労働者への安全
教育等、安全にかかる技術的事項を管理
させるべきこと）違反、同社及び同社東
海事業所長ほか自然人 名に対し、原子
炉等規制法第 条第 項（加工施設の設
備の変更に際しては内閣総理大臣の許可
を受けるべきこと）違反による刑事制裁
を命じたこと、
等が示されている。

6 石﨑報告①（第 4章 28条～第 28
条の 2）
（本文は完了、要約は未了） 

現行安衛法の施行通達には、「請負契約
関係にある数個の事業によつて仕事が相
関連して混在的に行なわれる各作業現
場」を意味し、「具体的には、労働者の作

7 三柴報告②（第 4 章第 29 条～第

32 条）

三柴報告②は、第 条から第 条に
至る分担範囲について、その趣旨や関係
判例を調査すると共に、旧安衛則のブリ
ーフを作成し、名宛人の整理を行った。
同報告では、
ア 法第 条は、第 項で、元方事業

者に、関係請負人（重層的な請負関係に
おいて元方事業者から仕事を請け負って
いる請負人全て）とその労働者（以下、
「関係請負人ら」という）が、関係請負
の仕事に関係して、本法令に違反しない
よう「指導」するよう義務づけ、第 項
で、現に関係請負人らが、当該仕事に関
係して本法令違反を犯していると認める
場合には是正を「指示」するよう義務づ
け、第 項で、当該指示を受けた関係請
負人らに、当該指示に従うよう義務づけ
たこと、
法第 条の は、建設業元方事業者に、

土砂崩壊危険場所、機械等転倒危険場所
等の省令所定の危険場所で関係請負人の
労働者が当該事業者の事業を行う際、技
術上の指導等の危険防止措置を講じるよ
う義務づけたこと、
イ 法第 条は、全業種において、元

方事業者（一の場所 で行う仕事の一部を
自ら行い、一部を関係請負人に行わせて
いる事業者であって、重層的請負構造下

業の混在性等を考慮して、この法律の趣
旨に即し、目的論的見地から定められる
もの」である（昭和 年 月 日発基
第 号）。
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では最先次の注文者（法第 条第 項）。
発注者（法第 条第 項）も含むが（畠
中信夫氏のご教示による）、「仕事の一部
を自ら行う」以上、当該仕事の元請と重
なることが多い）に対し、その構内（注
文者の事業場を含め、親企業の仕事を行
っていて、その管理下にある場所）で業
務を行う請負人らに、この法令に反しな
いよう指導し、違反を認めた場合、是正
のための「指示」を行うよう義務づけ、
関係請負人らにも、その指示の遵守を義
務づけていること、これは、造船、鉄鋼、
化学工業等で一般的な／だった構内下請
作業において、請負人らの災害率が高い
一方、彼らの自主的な努力のみでは災防
効果を挙げにくいことから、構内の管理
とそこでの事業遂行上の権限と責任を持
つ元方事業者に関係請負人らの安全衛生
管理面で可能な措置を委ねようとしたも
のであり、こうした定めは旧労基法時代
には存しなかったこと、有害物質を取り
扱う構内については、局排設置、保護具
使用の確保、健診の実施等の常時指導が
求められる旨を示した解説書があること、
元方事業者に本条に基づく措置を安心し
て講じてもらうため、本条に基づく措置
を講じたことで、元方事業者が関係請負

要するに、混在作業に伴う関係請負人
の労働者同士の連携ミスによる労災リス
クを元方事業者による場の統括管理によ
って防止するという法第 条の趣旨を
果たす一環で用いられた文言なので、実
際には元方の目が行き届き難い場所で生
じた災害でも、この文言を広く解釈する
ことで、元方事業者に責任を負わせるマ

人の派遣先と推認されることはない旨を
示した公文書があること、
ウ 法第 条の は、建設業元方事業

者にかかる第 条の特則ともいえ、元方
企業（親企業）構内にある法規則所定の
ような場所での関係請負人の労働者の被
災が多かった経験を踏まえ、平成 年の
法改正で設けられたもので、建設業の請
負関係に着目した他の規制には、第 条
の （大規模ずい道工事等における救護
体制の整備）、第 条の （建設機械作
業にかかる自ら仕事の一部を行う発注者
等の労災防止措置）、第 条の （注文
者による請負人への違法な行為の指示の
禁止）があること、
本条は、建設工事現場でも、関係請負

人が、法第 条に基づき、安衛則第
条等が定める措置（概ね、本質的安全対
策、追加的防護措置、残留リスクに対す
る人的措置から成る ステップ・アプロ
ーチ）を自ら講じる義務を負うことを前
提に、リスクに関する情報や管理権限を
前提に、建設業元方事業者に、特定の危
険場所で関係請負人の労働者が作業する
場合に、関係請負人による危害防止措置
に必要な援助等の措置を義務づけたもの
であること、

ジックワードとして用いられたりする
（後掲の幸陽船渠事件広島高判昭和
年 月 日判例時報 号 頁な
ど）。よって、事業場に該当する場合も、
作業場に該当する場合もある（畠中信夫
『労働安全衛生法のはなし』（中災防新
書、 年（令和元年）） 頁）。
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では最先次の注文者（法第 条第 項）。
発注者（法第 条第 項）も含むが（畠
中信夫氏のご教示による）、「仕事の一部
を自ら行う」以上、当該仕事の元請と重
なることが多い）に対し、その構内（注
文者の事業場を含め、親企業の仕事を行
っていて、その管理下にある場所）で業
務を行う請負人らに、この法令に反しな
いよう指導し、違反を認めた場合、是正
のための「指示」を行うよう義務づけ、
関係請負人らにも、その指示の遵守を義
務づけていること、これは、造船、鉄鋼、
化学工業等で一般的な／だった構内下請
作業において、請負人らの災害率が高い
一方、彼らの自主的な努力のみでは災防
効果を挙げにくいことから、構内の管理
とそこでの事業遂行上の権限と責任を持
つ元方事業者に関係請負人らの安全衛生
管理面で可能な措置を委ねようとしたも
のであり、こうした定めは旧労基法時代
には存しなかったこと、有害物質を取り
扱う構内については、局排設置、保護具
使用の確保、健診の実施等の常時指導が
求められる旨を示した解説書があること、
元方事業者に本条に基づく措置を安心し
て講じてもらうため、本条に基づく措置
を講じたことで、元方事業者が関係請負

要するに、混在作業に伴う関係請負人
の労働者同士の連携ミスによる労災リス
クを元方事業者による場の統括管理によ
って防止するという法第 条の趣旨を
果たす一環で用いられた文言なので、実
際には元方の目が行き届き難い場所で生
じた災害でも、この文言を広く解釈する
ことで、元方事業者に責任を負わせるマ

人の派遣先と推認されることはない旨を
示した公文書があること、
ウ 法第 条の は、建設業元方事業

者にかかる第 条の特則ともいえ、元方
企業（親企業）構内にある法規則所定の
ような場所での関係請負人の労働者の被
災が多かった経験を踏まえ、平成 年の
法改正で設けられたもので、建設業の請
負関係に着目した他の規制には、第 条
の （大規模ずい道工事等における救護
体制の整備）、第 条の （建設機械作
業にかかる自ら仕事の一部を行う発注者
等の労災防止措置）、第 条の （注文
者による請負人への違法な行為の指示の
禁止）があること、
本条は、建設工事現場でも、関係請負

人が、法第 条に基づき、安衛則第
条等が定める措置（概ね、本質的安全対
策、追加的防護措置、残留リスクに対す
る人的措置から成る ステップ・アプロ
ーチ）を自ら講じる義務を負うことを前
提に、リスクに関する情報や管理権限を
前提に、建設業元方事業者に、特定の危
険場所で関係請負人の労働者が作業する
場合に、関係請負人による危害防止措置
に必要な援助等の措置を義務づけたもの
であること、

ジックワードとして用いられたりする
（後掲の幸陽船渠事件広島高判昭和
年 月 日判例時報 号 頁な
ど）。よって、事業場に該当する場合も、
作業場に該当する場合もある（畠中信夫
『労働安全衛生法のはなし』（中災防新
書、 年（令和元年）） 頁）。
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エ 本条が定める場所については、安
衛則第 条の が、以下の カ所を列
挙していること、
①土砂等が崩壊するおそれのある場所

（第 号）
②河川内にあって、土石流が発生する

おそれのある場所（第 号の ）
③機械等（基礎工事用の車両系建設機

械や移動式クレーン）が転倒するおそれ
のある場所（第 号）
④架空電線（地上高く架設された電線）

の充電電路（通常は電圧を生じており、
裸線であるか否かを問わず、触れれば感
電する状態の回路）に近接する場所（第
号）
⑤明かり掘削（トンネル等と異なり、

明るい露天下で行われる掘削（例：道路
建設のための山の切取りなど））を行うこ
とで、埋設物等、れんが壁、コンクリー
トブロック塀、擁壁等の建設物が損壊す
る等のおそれのある場所（第 号）
これらの場所では、関係請負人が、規

則によって、それぞれの危険に応じた人
的、物的な危険防止措置（①について：
土止め支保工の設置、労働者の立入禁止
等、②について：河川上流や周辺状況の
事前調査、土石流発生の予兆把握時の対
応等を盛り込んだ労災防止規程の策定等、
③について：車両系建設機械の運行経路
の路肩の崩壊や地盤の不同沈下の防止措
置、路肩や傾斜地での誘導員の配置、く
い打ち機等の脚部や架台の沈下防止措置

特定元方事業者が労働契約等に伴う指
揮命令権を持たないことを前提にした概
念で、法第 条による被統括管理者側

等、④について：労働者の感電危険があ
る場合の充電電路の移設、囲いの設置等、
⑤について：損壊により労災を生じ得る
埋設物等の補強や移設、露出したガス導
管の防護や移設等）の実施を義務づけら
れていること（③の誘導員の配置につい
ては、労働者にも誘導に従う義務が定め
られていること）、
オ 本条に基づき建設業元方事業者が

なすべき具体的内容は一律には決まらず、
同人と関係請負人との請負契約内容、関
係請負人に求められる危険防止措置の内
容、程度等に応じて異なるが、技術上の
指導、資材の提供、元方事業者自身によ
る危険防止措置などが考えられること
（平成 年 月 日基発第 号）、実
際の運用では、概ね関係請負人の関係規
定違反を前提とし、元方事業者にできる
ことがあったのにしていなかったと評価
できる場合に、両者共に違反とされるこ
とが多いこと、
第 条、本条共に、罰則がないこと、
カ 関連規定として、特定元方事業者

に混在作業（一の場所で元方事業者と関
係請負人の労働者が混在して働くこと）
に起因する労災防止のために、統括安全
衛生責任者を指名し、元方安全衛生管理
者を指揮させ、第 条第 項所定の事項
（協議、安全パトロール等）を統括管理
させる義務 を課した法第 条第 項や、
特定建設業者（比較的規模の大きな元請）
に対し、下請負人が建設業法や特定の建

の対応義務をセットで機能させることを
予定している。
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設労働者の使用に関する法令の定め（建
築基準法等の一部の規定のほか、労働基
準法上の強制労働の禁止や中間搾取の禁
止の処罰規定、職業安定法上の労務供給
禁止の処罰規定などの人権擁護的な規定））
に反しないよう指導する努力義務を課し
た規定などがあること、
キ 第 条及び第 条の の制度史

をみると、
工場法（明治 年制定）時代は、それ

に紐付く工場危害予防及び衛生規則（昭
和 年）が制定後も、元方事業者宛の規
制はなく、工業主を名宛人として、自身
が雇用する被用者を、限られたリスクか
らの保護（原動機や動力伝導装置等の機
械の安全確保、墜落・転倒防止、危険箇
所の標示、爆発・引火物等の危険性対策、
ガス・粉じん等の有害性対策、物の飛
散・高熱物や毒劇薬・有害光線等へのば
く露作業での保護具の使用、食事・食堂
の衛生確保等）を図る規制だったこと、
一部に職工側への規制（職工による危害
防止措置の無効化の禁止）が定められて
いたこと、よって、この当時に元方事業
者等、雇用者以外にリスクの情報や管理

現行法第 条と旧災防法第 条の実
質的な違いは、分割発注（１つの建築物
の躯体工事を 社、内装工事を 社に発
注するような形式）の場合に特定元方事
業者（現行法第 条・ 条）／特定元
方事業主（旧災防法第 条）が複数生
じるか（前者）、一人しか生じないか（後
者）である（畠山信夫氏のご教示によ
る）。
すなわち、旧災防法第 条は、（特

定）元方事業主を一の場所を統括管理す

権限を持つ者の責任を問うには、彼／彼
女らを工業主と解釈する（工業主の類推
解釈）しかなかったと察せられること、
旧労基法（昭和 年 月制定）時代に

それに紐付く旧安衛則（昭和 年 月
制定）が制定されても、元方事業者宛の
規制は設けられなかったが、河村産業所
事件（鍋田農協倉庫倒壊事件）名古屋高
判が、刑事事件において、たとえ文言上、
名宛人が労基法第 条にいう使用者とさ
れていても、安全衛生に関する限り、元
方事業者等も含むと解し得る旨を述べた
こと、
その後、旧労災防止団体法（昭和 年

制定）が、その第 章で、建設業等の混
在作業での労災の多発を意識して、元方
事業主（同法上の文言）を名宛人とした
安全衛生管理体制の構築にかかる規制
（統括管理者を選任して、協議組織の設
置、作業間の連絡調整、作業場所の巡視
等の措置を講じるべきこと等）を設けた
こと、現行法第 条第 ・ ・ 項に相当
する分割発注の場合の元方事業主責任引
受人の指名制度 や、現行法第 条に相
当する特定事業の仕事の一部を自身も行

る者と定義していたので、同法第 条
の名宛人である（特定）元方事業主は、
まさに同条第 項等の指名制度により、
分割発注の場合にも、一人しか生じない
ことになる。他方、現行法第 条の場
合、同条の名宛人である特定元方事業者
の定義は第 条にあり、あくまで自ら
も仕事の一部を行う最先次の注文者（で
あって特定事業（建設業と造船業）の事
業者である者）とされている。現行法
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設労働者の使用に関する法令の定め（建
築基準法等の一部の規定のほか、労働基
準法上の強制労働の禁止や中間搾取の禁
止の処罰規定、職業安定法上の労務供給
禁止の処罰規定などの人権擁護的な規定））
に反しないよう指導する努力義務を課し
た規定などがあること、
キ 第 条及び第 条の の制度史

をみると、
工場法（明治 年制定）時代は、それ

に紐付く工場危害予防及び衛生規則（昭
和 年）が制定後も、元方事業者宛の規
制はなく、工業主を名宛人として、自身
が雇用する被用者を、限られたリスクか
らの保護（原動機や動力伝導装置等の機
械の安全確保、墜落・転倒防止、危険箇
所の標示、爆発・引火物等の危険性対策、
ガス・粉じん等の有害性対策、物の飛
散・高熱物や毒劇薬・有害光線等へのば
く露作業での保護具の使用、食事・食堂
の衛生確保等）を図る規制だったこと、
一部に職工側への規制（職工による危害
防止措置の無効化の禁止）が定められて
いたこと、よって、この当時に元方事業
者等、雇用者以外にリスクの情報や管理

現行法第 条と旧災防法第 条の実
質的な違いは、分割発注（１つの建築物
の躯体工事を 社、内装工事を 社に発
注するような形式）の場合に特定元方事
業者（現行法第 条・ 条）／特定元
方事業主（旧災防法第 条）が複数生
じるか（前者）、一人しか生じないか（後
者）である（畠山信夫氏のご教示によ
る）。
すなわち、旧災防法第 条は、（特

定）元方事業主を一の場所を統括管理す

権限を持つ者の責任を問うには、彼／彼
女らを工業主と解釈する（工業主の類推
解釈）しかなかったと察せられること、
旧労基法（昭和 年 月制定）時代に

それに紐付く旧安衛則（昭和 年 月
制定）が制定されても、元方事業者宛の
規制は設けられなかったが、河村産業所
事件（鍋田農協倉庫倒壊事件）名古屋高
判が、刑事事件において、たとえ文言上、
名宛人が労基法第 条にいう使用者とさ
れていても、安全衛生に関する限り、元
方事業者等も含むと解し得る旨を述べた
こと、
その後、旧労災防止団体法（昭和 年

制定）が、その第 章で、建設業等の混
在作業での労災の多発を意識して、元方
事業主（同法上の文言）を名宛人とした
安全衛生管理体制の構築にかかる規制
（統括管理者を選任して、協議組織の設
置、作業間の連絡調整、作業場所の巡視
等の措置を講じるべきこと等）を設けた
こと、現行法第 条第 ・ ・ 項に相当
する分割発注の場合の元方事業主責任引
受人の指名制度 や、現行法第 条に相
当する特定事業の仕事の一部を自身も行

る者と定義していたので、同法第 条
の名宛人である（特定）元方事業主は、
まさに同条第 項等の指名制度により、
分割発注の場合にも、一人しか生じない
ことになる。他方、現行法第 条の場
合、同条の名宛人である特定元方事業者
の定義は第 条にあり、あくまで自ら
も仕事の一部を行う最先次の注文者（で
あって特定事業（建設業と造船業）の事
業者である者）とされている。現行法

総括研究報告書（三柴 丈典）

う最先次の注文者を名宛人とした建設物
等を関係請負人に使用させる場合の法定
の安全基準に適合する設備の提供等の災
防措置の義務づけ、現行法第 条に相当
する関係請負人やその労働者の対応の義
務づけ等も定められたこと、同法は、こ
のようにして、現行法でいう特定元方事
業者等による統括管理義務と個々の事業
者が安衛法上負っている義務の双方から
のアプローチにより、「一の場所」におけ
る効果的な労災防止を図ったこと、
昭和 年 月に労働大臣に提出され、

現行安衛法の骨子を形成した労基法研究
会報告書では、建設業、造船業のほか、
鉄鋼業、化学工業、自動車製造業など多
様な産業で構内下請形態が増え、ジョイ
ント・ベンチャー等の新たな経営方式が
登場していること等の現状に鑑みて、当
時の制度には、未だ親企業の統括管理責
任が弱い一方、統括管理体制が下請企業
の意識不足を招いている面もあること、

は、（特定）元方事業者と法第 条第
項が定める統括安全衛生管理義務者（現
行法第 条第 項、旧災防法第 条第
項所定の統括管理義務の履行責任者）

を考え分けており、分割発注の場合、同
条第 項等により、統括安全衛生管理義
務者は 社に絞られるが、同義務者とな
らない者も、第 条の定義を満たす限
り（特定）元方事業者ではあり続ける。
よって、特定元方事業者は複数生じ得る
ことになる（こうした理解を前提にする
と、森山誠也監督官が指摘するように、
現行安衛則第 条のタイトルは、「特
定元方事業者の指名」ではなく、「統括安
全衛生管理者の指名」とすべきであろ

ジョイントベンチャーにおける責任関係
が不明確で連携が困難なこと、重建設機
械等のリースにおいて、賃借側に保守点
検等の知識や体制不足がみられるが、適
切な規制がないこと、化学コンビナート
等工場密集地における大規模火災等を防
止するための連携を促す規制がないこと
等の問題があるとして、重層下請関係に
ある職場について、元方事業主の責任で
総合安全衛生管理体制の確立を図るとと
もに、ジョイント・ベンチャー、リース
業者等の労災防止責任の明確化、危険事
業場密集地における労災防止のための協
力体制の確立等が提言されたこと、
更に日本の安衛法の歴史を遡ってみる

と、工場法制定前は、各種取締規則等に
より、主な名宛人は危険有害物の製造者、
設置者等であり、むしろ労働者保護の視
点が欠けていたこと、明治 年に工場法
が成立し、その下に設けられた工場危害
予防及衛生規則でも工業主が名宛人とさ

う）。
畠中氏は、法第 条の名宛人の定め

方について、このような定め方によって
初めて現行法第 条を規定できたとい
う。それは、関係請負人らの安衛法令の
コンプライアンスを図る法第 条の名
宛人を旧災防法上の元方事業主としたま
までは、統括安全衛生管理義務者に限定
されることになる。いかに発注者の指名
を受けたとはいえ、分割発注下で横の関
係に立つ別系統（別の仕事）の分割受注
者に対し、同じ分割受注者がコンプライ
アンスの指導・指示を行うことは難し
い、という趣旨と解される。
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れ、第 条に一般職工の安全にも貢献す
る設備安全規定が設けられたが、具体的
な措置は行政官庁の命令に委任されてい
たし、現行法のように、事業者概念を設
定し、両罰規定を置いて（ただし、両罰
規定が設けられたのは、労基法制定時点
（第 条）だった）半無過失責任を負
わせるような規制にはなっておらず、工
場災害の責任所在の確定は困難だったこ
と、
ク 第 条設定の背景になった災害等

をみると、造船業、鉄鋼業、化学工業等
では一般的な構内下請作業を行う請負人
やその労働者の災害率がかなり高く、そ
の要因として、同人らは、親企業（元方
事業者）内での設備の修理、原材料や製
品の運搬、梱包等、危険性や有害性が高
い作業を分担することが多い一方、作業
の性質上、自主的な努力のみでは災害防
止効果をあげ難い事情があったこと、
第 条の の場合、親企業の構内のう

ち、建設工事現場であって、本条が規定
するような条件の場所で関係請負人の労
働者に生じる労災が多かったこと、
を指摘できること、
ケ 法第 条及び第 条の の適用

の実際については、以下のような情報が
得られたこと、
令和 年公表「労働基準関係法令違反に
関する公表事案」では、令和元年 月
日から 年間で、違反件数は 件だった。
令和 年労働基準監督年報（厚生労働省
労働基準局、令和 年）の定期監督等実
施状況・法違反状況（令和２年）でも
件だった。
しかし、森山誠也監督官によれば、是正

勧告では非常によく使われている。下請
負人らに 件でも安衛法規違反があって、
元方事業者が認識していて放置している
場合は是正勧告できる「便利な」条文な
ので、建設現場の監督指導では毎回とい
っていいほど本条違反で是正勧告する。
行政官・元行政官向けの調査から得ら

れた適用の具体例は以下の通り（令和２
年度本研究プロジェクトによる行政官・
元行政官向け法令運用実態調査（三柴丈
典担当））。
木造２階建住宅新築工事で、 次下請

人の労働者（被災者）が、建材を持った
まま窓に近づいたところ、ユニットバス
設置用ピットから 下の１ 床に墜落し
た。被災者は、墜落制止用器具を着用し
ていたが、その取付設備はなく、ピット
周囲に囲い、手すり、覆い等が設けられ
ておらず、それが困難な事情も認められ
なかったため、当該下請業者には、安衛
法第 条第 項（安衛則第 条第
項）違反で是正勧告し、その元請には、
第 条第 項違反で是正勧告した。
土木建設用鋼材リース事業者の構内で、

その洗浄や整備の請負会社の作業員がア
ーク溶接を行っていたが、当該作業員に
対しアーク溶接特別教育を受講させてい
なかった件で、当該請負会社に安衛法第
条第 項違反を指摘したうえで、元請

のリース会社に安衛法第 条第 項違反
を指摘した例がある。

【土木建設用鋼材】

－ 46 －



総括研究報告書（三柴 丈典）

れ、第 条に一般職工の安全にも貢献す
る設備安全規定が設けられたが、具体的
な措置は行政官庁の命令に委任されてい
たし、現行法のように、事業者概念を設
定し、両罰規定を置いて（ただし、両罰
規定が設けられたのは、労基法制定時点
（第 条）だった）半無過失責任を負
わせるような規制にはなっておらず、工
場災害の責任所在の確定は困難だったこ
と、
ク 第 条設定の背景になった災害等

をみると、造船業、鉄鋼業、化学工業等
では一般的な構内下請作業を行う請負人
やその労働者の災害率がかなり高く、そ
の要因として、同人らは、親企業（元方
事業者）内での設備の修理、原材料や製
品の運搬、梱包等、危険性や有害性が高
い作業を分担することが多い一方、作業
の性質上、自主的な努力のみでは災害防
止効果をあげ難い事情があったこと、
第 条の の場合、親企業の構内のう

ち、建設工事現場であって、本条が規定
するような条件の場所で関係請負人の労
働者に生じる労災が多かったこと、
を指摘できること、
ケ 法第 条及び第 条の の適用

の実際については、以下のような情報が
得られたこと、
令和 年公表「労働基準関係法令違反に
関する公表事案」では、令和元年 月
日から 年間で、違反件数は 件だった。
令和 年労働基準監督年報（厚生労働省
労働基準局、令和 年）の定期監督等実
施状況・法違反状況（令和２年）でも
件だった。
しかし、森山誠也監督官によれば、是正

勧告では非常によく使われている。下請
負人らに 件でも安衛法規違反があって、
元方事業者が認識していて放置している
場合は是正勧告できる「便利な」条文な
ので、建設現場の監督指導では毎回とい
っていいほど本条違反で是正勧告する。
行政官・元行政官向けの調査から得ら

れた適用の具体例は以下の通り（令和２
年度本研究プロジェクトによる行政官・
元行政官向け法令運用実態調査（三柴丈
典担当））。
木造２階建住宅新築工事で、 次下請

人の労働者（被災者）が、建材を持った
まま窓に近づいたところ、ユニットバス
設置用ピットから 下の１ 床に墜落し
た。被災者は、墜落制止用器具を着用し
ていたが、その取付設備はなく、ピット
周囲に囲い、手すり、覆い等が設けられ
ておらず、それが困難な事情も認められ
なかったため、当該下請業者には、安衛
法第 条第 項（安衛則第 条第
項）違反で是正勧告し、その元請には、
第 条第 項違反で是正勧告した。
土木建設用鋼材リース事業者の構内で、

その洗浄や整備の請負会社の作業員がア
ーク溶接を行っていたが、当該作業員に
対しアーク溶接特別教育を受講させてい
なかった件で、当該請負会社に安衛法第
条第 項違反を指摘したうえで、元請

のリース会社に安衛法第 条第 項違反
を指摘した例がある。

【土木建設用鋼材】

総括研究報告書（三柴 丈典）

（金岡忠商事株式会社の サイト

（

最終閲覧日 年 月 日））

建設業に限らず適用可能であり、元方
事業者から請け負った仕事を行う請負人
やその労働者に安衛法令違反が認められ
た場合、本条違反を考え、元方事業者に
よる指導がなかったことや、違反を認識
しながら放置したことが確認されれば、
それを指摘するようにしている。下請の
法令違反があれば、殆ど本条違反の是正
勧告をするが、元方が下請に何らかの指
導を行っていることも多いので、「必要な
指導を“十分”行っていないこと」など、
表現を和らげることもあるとの情報もあ
った。
特定元方事業者に統括管理義務を課し

た第 条や、最先次の注文者に建設物等
にかかる労災防止措置を義務づけた第
条など、罰則付きの条規（特に第 条）
の適用を先に考え、それが困難な場合に
本条を適用するとの情報もあった。
これら罰則付きの規定には紐づく安衛

則（労働者と労働契約関係にない元方等
の負う義務の内容を具体化する第 編の
規定）があり、下請に違反があった場合
にも、元方に当該規則違反を指摘し、必
要に応じて刑事罰を含む厳しい行政処分

を下せるが、これらの規定は主に土木建
設業、製造業を対象としており、下請の
違反が化学物質に関する特化則、有機則
等である場合、たとえ本来的に元請の支
援が必要でも、罰則のない安衛法第 条
しか適用できなかったとの情報もあった。
第 条や第 条の には罰則が付い

ていないこともあり、実質的に同法違反
に当たるか、それにも該当し得るが、む
しろ脱法的な偽装請負に当たるようなケ
ースには、労働者派遣法第 条の適用で
対応することがある。すなわち、建設業
での重層的請負関係の末端労働者は、実
質的に労働者供給であって、実質的な使
用者は元方事業者ら請負関係上位者であ
ることも多い。そうしたケースでの法第
条の措置義務違反につき、派遣法第

条のみなし規定（派遣先を安衛法上の事
業者とみなす規定）を適用して、彼らを
立件することがあるとの情報もあった。
監督指導の立場では、特に第 条に罰

則が付いていないことをもどかしく感じ
るとの意見が多かった。
コ 関係判例には以下のようなものが

あること、
（ ）使用者を名宛人とする当時の危

害防止規定を、元請（発注者から直接仕
事を請け負う一次請負人。仕事の全てを
丸投げされる場合もあるが、元請の要件
ではない。発注者を含まない点、下請け
に仕事を丸投げする者も含む点等で元方
とは異なる。元請とは、一般的には発注
者から直接建設工事を請け負った者を意
味する）の現場監督者に適用し、その刑
事責任を認めた重要な判例（河村産業所
事件（鍋田農協倉庫倒壊事件）名古屋高

－ 47 －



総括研究報告書（三柴 丈典）

判昭和 年 月 日判例時報 号
頁（上告後、最 小判昭和 年 月 日
で棄却））
元請の現場監督者が、造成中の建物の

支保工の安定性確保を図る旧安衛則の規
定に反した状態で、多数の社外工等を指
揮してコンクリート打設工事をさせてい
たところ、支保工が崩れて屋根が落ち、
多数が重軽傷を負い、業者から供給され
ていた社外工 名が落下・窒息して死亡
したことを受け、当該現場監督者が、業
務上過失致死傷罪と共に、旧安衛則の親
法である労基法違反で起訴された事案で、
同人が旧労基法第 条が定める「使用者」
に当たるかが争われたが、判決は、当該
「使用者」の概念は、安全衛生の場面で
は賃金支払等の場面より広く解釈される
べきで、そうしないと安全を担保する能
力のある者（元請等）を免責させること
になる等と述べ、被災者との間に実質的
な指揮監督関係があれば、それに該当す
る旨を述べたこと 、
もっとも、こうした柔軟な解釈は、現

行法が、事業者以外の誰にどのような場
面で措置義務を課すかを明らかにしたこ
とで、却って制約されたとも解し得るこ
と 、
（ ）元請の社外工（下請労働者）に

対する民事上の安全配慮義務を認めた重
要な判例（大石塗装・鹿島建設事件最

現行安衛法制定後の目的論的、拡大的
解釈の例として、幸陽船渠事件広島後半
昭和 年 月 日判例時報 号
頁等。

製作所（安衛法被告違反）事件千葉

小判昭和 年 月 日最高裁判所民事
判例集 巻 号 頁（ 審：福岡地小
倉支判昭和 年 月 日最高裁判所民
事判例集 巻 号 頁、原審：福岡高
判昭和 年 月 日最高裁判所民事判
例集 巻 号 頁）（確定））
発注者である訴外 から転炉工場建設

工事を請け負った （元請：鹿島建設）
から塗装工事を請け負った （下請：大
石塗装）に塗装工として雇用されていた
亡 が、塗装作業中に使用を指示されて
いた命綱を外し、地上との塗料のやりと
りのため、敷かれていた養生網に開口部
を設けていたため、そこから墜落して死
亡した災害を受け、遺族 らが に
対して安全配慮（保証）義務違反等に基
づく損害賠償を求めた事案において、
審は、元請の安全配慮義務として、本件
では、 命綱の使用に係る安全教育、

瑕疵がない養生網の設置、の義務があ
ったとしつつ、 らはいずれも果たして
いたとして らの請求を棄却したが、本
判決は、（イ） 間の下請契約を媒体
として、 ロ 場所、設備、器具類の提供、
ハ 直接的な指揮監督、 ニ が組織的、
外形的に の一部門の如き密接な関係に
あること、 ホ の労働者の安全確保に
とって の協力が不可欠であること、等
の事情から、「実質上請負人の被用者たる
労働者と注文者との間に、使用者、被使

簡判平成 年 月 日労働判例 号
頁のほか、前記厚労科研報告書（

年）登載の議事録の行政官の発言等に顕
著。
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判昭和 年 月 日判例時報 号
頁（上告後、最 小判昭和 年 月 日
で棄却））
元請の現場監督者が、造成中の建物の

支保工の安定性確保を図る旧安衛則の規
定に反した状態で、多数の社外工等を指
揮してコンクリート打設工事をさせてい
たところ、支保工が崩れて屋根が落ち、
多数が重軽傷を負い、業者から供給され
ていた社外工 名が落下・窒息して死亡
したことを受け、当該現場監督者が、業
務上過失致死傷罪と共に、旧安衛則の親
法である労基法違反で起訴された事案で、
同人が旧労基法第 条が定める「使用者」
に当たるかが争われたが、判決は、当該
「使用者」の概念は、安全衛生の場面で
は賃金支払等の場面より広く解釈される
べきで、そうしないと安全を担保する能
力のある者（元請等）を免責させること
になる等と述べ、被災者との間に実質的
な指揮監督関係があれば、それに該当す
る旨を述べたこと 、
もっとも、こうした柔軟な解釈は、現

行法が、事業者以外の誰にどのような場
面で措置義務を課すかを明らかにしたこ
とで、却って制約されたとも解し得るこ
と 、
（ ）元請の社外工（下請労働者）に

対する民事上の安全配慮義務を認めた重
要な判例（大石塗装・鹿島建設事件最

現行安衛法制定後の目的論的、拡大的
解釈の例として、幸陽船渠事件広島後半
昭和 年 月 日判例時報 号
頁等。

製作所（安衛法被告違反）事件千葉

小判昭和 年 月 日最高裁判所民事
判例集 巻 号 頁（ 審：福岡地小
倉支判昭和 年 月 日最高裁判所民
事判例集 巻 号 頁、原審：福岡高
判昭和 年 月 日最高裁判所民事判
例集 巻 号 頁）（確定））
発注者である訴外 から転炉工場建設

工事を請け負った （元請：鹿島建設）
から塗装工事を請け負った （下請：大
石塗装）に塗装工として雇用されていた
亡 が、塗装作業中に使用を指示されて
いた命綱を外し、地上との塗料のやりと
りのため、敷かれていた養生網に開口部
を設けていたため、そこから墜落して死
亡した災害を受け、遺族 らが に
対して安全配慮（保証）義務違反等に基
づく損害賠償を求めた事案において、
審は、元請の安全配慮義務として、本件
では、 命綱の使用に係る安全教育、

瑕疵がない養生網の設置、の義務があ
ったとしつつ、 らはいずれも果たして
いたとして らの請求を棄却したが、本
判決は、（イ） 間の下請契約を媒体
として、 ロ 場所、設備、器具類の提供、
ハ 直接的な指揮監督、 ニ が組織的、
外形的に の一部門の如き密接な関係に
あること、 ホ の労働者の安全確保に
とって の協力が不可欠であること、等
の事情から、「実質上請負人の被用者たる
労働者と注文者との間に、使用者、被使

簡判平成 年 月 日労働判例 号
頁のほか、前記厚労科研報告書（

年）登載の議事録の行政官の発言等に顕
著。
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用者の関係と同視できるような経済的、
社会的関係が認められる場合には注文者
は請負人の被用者たる労働者に対しても
請負人の雇傭契約上の安全保証義務と同
一内容の義務を負担する」との一般論を
述べたうえ、 審同様に、本件では
の具体的安全保証義務があるとする一方
で、本件災害は監視の強化で防止し得た
のにそれを怠ったとして、同義務違反に
よる損害賠償責任を認めた（ただし、過
失相殺として損害の 割を差し引いた）
こと、
本判決は、第 条、第 条の に直

接言及してはいないが、注文者と社外工
らの間に、使用関係と同視できるような
経済的、社会的関係が認められる場合、
注文者は直接の雇用者に対するのと同様
の安全配慮義務を負うことが示唆される
こと、
（ ）元請の安衛法第 条、第 条違

反が下請の労働者に対する債務不履行に
当たるとされた例（尼崎港運・黒崎産業
事件神戸地尼崎支判昭和 年 月 日
判例時報 号 頁）

の下請土木事業者である に雇用
された は、 所有の大型トラックの荷
台上で、運河の曳舟から 所有のクレー
ンで積み込まれた金属スクラップをなら
していたところ、落とされたスクラップ
破片が飛び散って左眼に刺さり、激痛の
ため運転室へ移動しようとして足を滑ら
せて、左眼失明、頸椎・腰椎捻挫を合わ
せて 級の障害（労働能力喪失率 ％）
を残したことから、 に損害賠償請求
をした事案につき、判決は、保護眼鏡等
の保護具を装着させなかった点で、飛来

物による危険防止措置を求める安衛則第
条違反、曳船からスクラップをクレ

ーンで卸すのに作業主任者を選任してい
なかった点で、一定規模の船舶への一定
の方法による荷の積み卸しに際して作業
主任者を選任して労働者を指揮させるこ
と等を定める安衛法第 条、同法施行令
第 条第 号違反、 回に 以上の
スクラップをクレーンで運んでいたのに
作業指揮者を選任していなかった点で、
貨車への一定以上の重量の荷の積み卸し
に際して作業指揮者を選任すべきこと、
作業の手順を決定させること等を定める
安衛則第 条違反に当たり、 には安
全保護義務の不完全履行があり、 は、
事業者ではないが、 構内で と請負
関係にあって、同一作業場での元請とし
ての作業の分担、実施の状況からすれば、
元方事業者として、上記安衛法規違反に
つき関係請負人の労働者に必要な指導、
指示を行うべきなのに（安衛法第 条）
怠ったこと、また、特定元方事業者とし
ても、労災防止のために定期的な協議組
織の設置、開催等の措置を講ずべき（安
衛法第 条）なのに怠ったことから、安
全保護義務違反に当たるとしたこと、
本判決の特徴として、元請に、下請の

安衛法令違反による安全保護義務違反に
ついて、重畳的に債務不履行責任を負わ
せるのではなく、法第 条違反と第
条違反を根拠に、安全保護義務違反と判
断していること、すなわち、元方事業者
（元請とも重なるが、自らも仕事の一部
を行っていることと、発注者を含む点で
元請とは異なる）を名宛人とする安衛法
違反をそのまま安全保護義務違反と解し
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ていることがあげられること、また、法
第 条違反の認定に際して、構内（親企
業の支配下にあって親企業の仕事を行う
場所）での混在作業から生じる労災を防
止するため、自身も仕事を分担すること
から、仕事にかかるリスクの情報と管理
権限の双方を持ち得る元方事業者を名宛
人とすることで、その実効を図った同条
の趣旨を汲み、構内での請負関係と、作
業の分担や実施状況を前提に、その適用
を認めたことが特筆されること、
（ ）下請の労働者が化学物質（ノル

マルヘキサン）へのばく露で神経性の中
毒に罹患した事案において、元請－下請
での指示関係があったことを前提として、
当該有害化学物質を提供していたこと、
過去に取扱い経験があったこと等を理由
として、ばく露防止のための下請への指
示、指導を怠ったことをもって、元請の
過失責任を認めた例（みくに工業事件長
野地諏訪支判平成 年 月 日労働判例

号 頁）（帰趨不明））
ら 名は、直接の雇用主である （下

請）が （みくに工業：元請）が訴外
から受注した腕時計針の印刷加工業務
（針の中心線のインク印刷）に当たって
いたところ、インク汚れ落とし等の目的
で用いられていた ベンジンの主成分で
あり、有機則所定第二種有機溶剤である
ノルマルヘキサン吸引による神経性の中
毒（多発神経炎）に罹患し、筋力低下等
で、労働能力を喪失するなどし、その後
が倒産したこともあり、 らが を相

手方として損害賠償請求をした事案にお
いて、判決は、① 製作所が元請・下
請関係にあること、②K 製作所の従業員

に作業手順を教育指導したこと、③労働
手段である機械器具、備品等を無償貸与
したこと、④本件災害の原因であり、作
業上の原料でもあるノルマルヘキサンを
含有する ベンジン等を支給したこと、
⑤Y には、当該物質の取扱い経験があり、
製作所にはなかったこと等を根拠に、

元請である と は実質的に使用関係と
同視し得る関係にあったとして、法第
条が定めるような、 製作所による法定
諸措置（発散源の密閉設備又は局所排気
装置の設置（有機則第 条）、屋内作業場
の気積を原則として ㎥／人以上すべき
こと（安衛則第 条）、 ヶ月に 回以
上の特殊検診（安衛法第 条第 項、安
衛令第 条第 項第 号）、作業環境測
定の実施（法第 条第 項、安衛令第
条第 号、有機則第 条第 項）有機
溶剤作業主任者の選任等（法第 条、有
機則第 条第 項、第 条の ）の定
め。いずれも名宛人は事業者）にかかる
指示・指導の注意義務があるのに怠った
過失により、 は、本件業務で使用して
いた溶剤の有毒性や対策の必要性の認識
を欠き、局所排気装置を設置せず、十分
な気積を確保しなかったこと等のため、
らがノルマルヘキサン吸引による多発

性神経炎に罹患したのだから、 は、民
法第 条により、その損害の賠償義務
がある、としたこと、
本判決は、法第 条の趣旨に近い趣旨

を不法行為法上の注意義務とした例と解
されるが、 は、訴外 社から受注した
業務を、そのまま 製作所に丸投げした
ようで、法第 条が名宛人とする元方事
業者（仕事の一部を自ら行う者）には当
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ていることがあげられること、また、法
第 条違反の認定に際して、構内（親企
業の支配下にあって親企業の仕事を行う
場所）での混在作業から生じる労災を防
止するため、自身も仕事を分担すること
から、仕事にかかるリスクの情報と管理
権限の双方を持ち得る元方事業者を名宛
人とすることで、その実効を図った同条
の趣旨を汲み、構内での請負関係と、作
業の分担や実施状況を前提に、その適用
を認めたことが特筆されること、
（ ）下請の労働者が化学物質（ノル

マルヘキサン）へのばく露で神経性の中
毒に罹患した事案において、元請－下請
での指示関係があったことを前提として、
当該有害化学物質を提供していたこと、
過去に取扱い経験があったこと等を理由
として、ばく露防止のための下請への指
示、指導を怠ったことをもって、元請の
過失責任を認めた例（みくに工業事件長
野地諏訪支判平成 年 月 日労働判例

号 頁）（帰趨不明））
ら 名は、直接の雇用主である （下

請）が （みくに工業：元請）が訴外
から受注した腕時計針の印刷加工業務
（針の中心線のインク印刷）に当たって
いたところ、インク汚れ落とし等の目的
で用いられていた ベンジンの主成分で
あり、有機則所定第二種有機溶剤である
ノルマルヘキサン吸引による神経性の中
毒（多発神経炎）に罹患し、筋力低下等
で、労働能力を喪失するなどし、その後
が倒産したこともあり、 らが を相

手方として損害賠償請求をした事案にお
いて、判決は、① 製作所が元請・下
請関係にあること、②K 製作所の従業員

に作業手順を教育指導したこと、③労働
手段である機械器具、備品等を無償貸与
したこと、④本件災害の原因であり、作
業上の原料でもあるノルマルヘキサンを
含有する ベンジン等を支給したこと、
⑤Y には、当該物質の取扱い経験があり、
製作所にはなかったこと等を根拠に、

元請である と は実質的に使用関係と
同視し得る関係にあったとして、法第
条が定めるような、 製作所による法定
諸措置（発散源の密閉設備又は局所排気
装置の設置（有機則第 条）、屋内作業場
の気積を原則として ㎥／人以上すべき
こと（安衛則第 条）、 ヶ月に 回以
上の特殊検診（安衛法第 条第 項、安
衛令第 条第 項第 号）、作業環境測
定の実施（法第 条第 項、安衛令第
条第 号、有機則第 条第 項）有機
溶剤作業主任者の選任等（法第 条、有
機則第 条第 項、第 条の ）の定
め。いずれも名宛人は事業者）にかかる
指示・指導の注意義務があるのに怠った
過失により、 は、本件業務で使用して
いた溶剤の有毒性や対策の必要性の認識
を欠き、局所排気装置を設置せず、十分
な気積を確保しなかったこと等のため、
らがノルマルヘキサン吸引による多発

性神経炎に罹患したのだから、 は、民
法第 条により、その損害の賠償義務
がある、としたこと、
本判決は、法第 条の趣旨に近い趣旨

を不法行為法上の注意義務とした例と解
されるが、 は、訴外 社から受注した
業務を、そのまま 製作所に丸投げした
ようで、法第 条が名宛人とする元方事
業者（仕事の一部を自ら行う者）には当
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たらないので、上記①から⑤等を根拠と
したと解されること、
サ 法第 条は、第 項で、建設業等

の特定元方事業者を名宛人として、同一
の場所（＝一の場所。元方事業者の統括
管理により労災防止が可能な場所の範囲）
での混在作業による労災防止のための統
括管理（第 号：協議組織の設置運営、
第 号：作業間の連絡調整、第 号：巡
視（安全パトロール）、第 号：関係請負
人による安全衛生教育の指導・援助、第
号：仕事場所がよく移動する業種（現

段階では建設業）での工程計画、機械等
の配置計画の作成、関係請負人による労
災防止措置の実施の指導、第 号：その
他の労災防止措置）の義務 を課し、第
項で、建設業等の特定事業の発注者や仕
事を丸投げされた元請（発注者から直接
仕事を請け負う一次請負人。仕事の全て
を丸投げされる場合もあるが、元請の要
件ではない。発注者を含まない点、下請
けに仕事を丸投げする者も含む点で元方
とは異なる）が仕事を分割発注している
場合で、複数の請負人の労働者が作業に
当たる場合に、当該発注者及び元請に第
項の統括管理義務の履行者を指名すべ

き義務を課し、第 項で、第 項の指名
がなされない場合の労基署長による指名
を定め、第 項で、指名された事業者を
名宛人として、当該同一の場所で当該仕
事の作業に従事する全労働者に関する統
括管理義務を課していること、本項で、

元方事業者が労働契約等に伴う指揮命
令権を持たないことを前提にした概念
で、法第 条による被統括管理者側の

被指名者以外の事業者のほか、被指名者
にも第 項が適用されないとしているの
は、第 項を援用する本項の適用がある
ので、援用元の適用は排除されるという
趣旨であること、
法第 条の は、第 項で、製造業等

所定の業種の元方事業者を名宛人として、
第 条第 項と同様の義務を課し、第
項で、第 条第 項（分割発注の場合の
統括管理義務者指名）を本条第 項所定
の仕事の発注者と仕事を丸投げされた元
請に準用し、第 項で、指名がなされな
い場合の第 条第 項（指名がなされな
い場合の労基署長による代替）の準用を
定め、第 項で、第 条第 項（指名さ
れた者の当該場所で当該仕事の作業に従
事する全労働者に関する統括管理義務）
を準用していること、
法第 条の は、第 項で、建設業等

所定の業種で重層的下請が行われている
場合の元方事業者を名宛人として、当該
仕事の作業に従事する全労働者に関して、
法第 条の 所定の救護による二次被害
防止措置を講じるべきこと、第 項で、
第 条第 項（分割発注の場合の統括管
理義務者指名）を本条第 項所定の仕事
の発注者と仕事を丸投げされた元請（発
注者から直接仕事を請け負う一次請負人。
仕事の全てを丸投げされる場合もあるが、
元請の要件ではない。発注者を含まない
点、下請けに仕事を丸投げする者も含む
点で元方とは異なる）に準用し、第 項

対応義務をセットで機能させることを予
定している。
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で、指名がなされない場合の第 条第
項（指名がなされない場合の労基署長に
よる代替）の準用を定め、第 項で、第
条第 項（指名された者の当該場所で

当該仕事の作業に従事する全労働者に関
する統括管理義務）を準用し、第 項で、
第 条の 第 項（救護の際の二次被害
防止措置のための技術管理者の選任）の
本条第 項が名宛人とする元方事業者及
び前項の指名された事業者への準用を定
めていること、
シ 法第 条は、重層的請負関係下で

複数の請負人の労働者が混在して働く場
所において、現場差配の権限とリスク関
連情報を持ち得る特定事業（建設業、造
船業）の元方事業者を名宛人として、特
に建設機械等の接触リスク対策（特に、
クレーン、ショベルカー等の車両系建設
機械、足場、支保工、架設電気設備等に
かかるリスク対策）のため、統一的な安
全管理体制と方針づくり、リスク関連情
報と安全意識・知識の共有を図らせよう
とした規定であり、特定元方事業者等の
統括管理義務（特定元方事業者が労働契
約等に伴う指揮命令権を持たないことを
前提にした概念で、法第 条による被統
括管理者側の対応義務をセットで機能さ
せることを予定している）と個々の事業
者が安衛法上個別に負う義務の双方から
「一の場所」における効果的な労災防止
を図ったものと解されること、
ス 第 項が定める統括管理義務は、

当該作業場における労働者の総数が 人
以上（一部のトンネル建設工事や圧気工
事等の場合 人以上）の場合、統括安全
衛生責任者を選任して行わせる必要があ

り（法第 条、施行令第 条第 項）、
選任後遅滞なく、事業場の名称、所在地
等と共に、その氏名などの所定事項を所
轄労基署長に報告せねばならない（法第

条第 項、安衛則第 条）こと、
統括管理義務の具体的内容は、安衛則

等の規則に定められており、概ね以下の
通りであること、
（ ）協議組織の設置・運営
同事業者及び全関係請負人が参加する

協議組織を設置し、定期的に協議を開催
すること、関係請負人には、それに参加
することを求めていること（法第 条に
基づき本条等を具体化した安衛則第
条。以下安衛則につき同じ）。
（ ）作業間の連絡・調整
随時、同事業者－関係請負人間、関係

請負人同士の連絡調整の実施を求めてい
ること（安衛則第 条）、
（ ）作業場所の巡視
作業日ごとに最低 回の実施、関係請

負人には、巡視を拒ばないこと等を求め
ていること（安衛則第 条）、
（ ）教育への指導・援助
関係請負人が行う労働安全衛生教育の

ため、場所の提供、教材の提供等の支援
措置を求めていること（安衛則第 条）、
（ ）仕事の工程等に関する計画の作

成
昭和 年改正で追加された内容であり、

現段階で、「仕事を行う場所が仕事ごとに
異なることを常態とする業種」には、建
設業が指定されている（安衛則第 条
の ）こと、
区々異なる作業（場）の特徴から生じ

るリスク情報が関係請負人らに共有され
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で、指名がなされない場合の第 条第
項（指名がなされない場合の労基署長に
よる代替）の準用を定め、第 項で、第
条第 項（指名された者の当該場所で

当該仕事の作業に従事する全労働者に関
する統括管理義務）を準用し、第 項で、
第 条の 第 項（救護の際の二次被害
防止措置のための技術管理者の選任）の
本条第 項が名宛人とする元方事業者及
び前項の指名された事業者への準用を定
めていること、
シ 法第 条は、重層的請負関係下で

複数の請負人の労働者が混在して働く場
所において、現場差配の権限とリスク関
連情報を持ち得る特定事業（建設業、造
船業）の元方事業者を名宛人として、特
に建設機械等の接触リスク対策（特に、
クレーン、ショベルカー等の車両系建設
機械、足場、支保工、架設電気設備等に
かかるリスク対策）のため、統一的な安
全管理体制と方針づくり、リスク関連情
報と安全意識・知識の共有を図らせよう
とした規定であり、特定元方事業者等の
統括管理義務（特定元方事業者が労働契
約等に伴う指揮命令権を持たないことを
前提にした概念で、法第 条による被統
括管理者側の対応義務をセットで機能さ
せることを予定している）と個々の事業
者が安衛法上個別に負う義務の双方から
「一の場所」における効果的な労災防止
を図ったものと解されること、
ス 第 項が定める統括管理義務は、

当該作業場における労働者の総数が 人
以上（一部のトンネル建設工事や圧気工
事等の場合 人以上）の場合、統括安全
衛生責任者を選任して行わせる必要があ

り（法第 条、施行令第 条第 項）、
選任後遅滞なく、事業場の名称、所在地
等と共に、その氏名などの所定事項を所
轄労基署長に報告せねばならない（法第

条第 項、安衛則第 条）こと、
統括管理義務の具体的内容は、安衛則

等の規則に定められており、概ね以下の
通りであること、
（ ）協議組織の設置・運営
同事業者及び全関係請負人が参加する

協議組織を設置し、定期的に協議を開催
すること、関係請負人には、それに参加
することを求めていること（法第 条に
基づき本条等を具体化した安衛則第
条。以下安衛則につき同じ）。
（ ）作業間の連絡・調整
随時、同事業者－関係請負人間、関係

請負人同士の連絡調整の実施を求めてい
ること（安衛則第 条）、
（ ）作業場所の巡視
作業日ごとに最低 回の実施、関係請

負人には、巡視を拒ばないこと等を求め
ていること（安衛則第 条）、
（ ）教育への指導・援助
関係請負人が行う労働安全衛生教育の

ため、場所の提供、教材の提供等の支援
措置を求めていること（安衛則第 条）、
（ ）仕事の工程等に関する計画の作

成
昭和 年改正で追加された内容であり、

現段階で、「仕事を行う場所が仕事ごとに
異なることを常態とする業種」には、建
設業が指定されている（安衛則第 条
の ）こと、
区々異なる作業（場）の特徴から生じ

るリスク情報が関係請負人らに共有され
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ない、安全衛生管理の方針や体制が請負
人ごとにバラバラとなり易い等の問題が
生じるので、元方事業者に、現場全体の
工程に関する計画（工程表等）、クレーン、
支保工、仮設電気設備など主要な機械・
設備、寄宿舎等の仮設建設物の配置に関
する計画（安衛則第 条の ）を作成
するよう義務づけたものであること、
平成 年改正で、昭和 年改正と同様

の背景（建設業混在作業で、建設機械・
設備等を起因物とする労災が後を絶たな
かったこと）を踏まえ、本号に特定元方
事業者による「当該機械、設備等を使用
する作業に関し関係請負人がこの法律又
はこれに基づく命令の規定に基づき講ず
べき措置についての指導を行う」べきこ
とが盛り込まれ、元方事業者による関係
請負人への指導を義務づけることとされ
たこと、
（ ）建設機械等の作業計画等に関す

る指導
平成 年改正で追加された内容であり、

建設業元方事業者には、（ ）の計画の作
成が義務づけられる一方、個々の関係請
負人にも、建設機械等に係る作業計画の
作成等が義務づけられているので、これ
らの計画の間の調整のためにも、元方事
業者に指導を行わせるという規制方式を
採用したものであること、具体的には、
車両系建設機械については諸種の作業計
画、移動式クレーンについては作業方法
等について、機械の種類や能力、運行経
路、作業方法、設置位置等について指導
を行うべきとしていること（安衛則第

条の 、平成 年 月 日基発第
号）、要するに、元方事業者の統括管

理責任の強化を図った規定であること、
（ ）建設現場の状況等の周知
現場の状況、現場の危険箇所、作業相

互の関係等のリスク関連情報の労働者へ
の周知を各関係請負人が果たすため、元
方事業者に場所の提供、資料の提供等の
条件整備を図らせていること（安衛則第

条の ）、ただし、元方事業者自らが
関係請負人の労働者にそうした情報を周
知する場合を例外とし、暗に推奨してい
ること、
（ ）その他
石綿等を使用する保温剤、耐火被覆材

等の除去作業が、混在作業場所で行われ
る場合、当該元方事業者は、除去作業開
始前に関係請負人に通知し、作業時間帯
の調整等必要な措置を講じるよう求めて
いること（石綿則第 条第 項）、
その他、
①クレーン則の適用を受けるクレーン

等の運転についての合図の統一と関係請
負人への周知等（安衛則第 条）、
②事故現場等の標識の統一と関係請負

人への周知等（安衛則第 条）、
③有機溶剤等の容器の集積箇所の統一

と関係請負人への周知等（安衛則第
条）、
④ 線装置の稼働、発破、火災、土砂

崩壊等にかかる警報の統一と関係請負人
への周知等（安衛則第 条）、
⑤トンネル建設作業、土石流危険河川

での建設作業等にかかる避難訓練等の実
施方法の統一と関係請負人への周知等
（安衛則第 条の 及び第 条の
の ）、
セ 第 項及び第 項は、発注者又は
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仕事を丸投げされ、自身は仕事を行わな
い元請（発注者から直接仕事を請け負う
一次請負人。仕事の全てを丸投げされる
場合もあるが、元請の要件ではない。発
注者を含まない点、下請けに仕事を丸投
げする者も含む点で元方とは異なる）に
よる、一の場所での仕事の分割発注に際
して、法第 条のジョイント・ベンチャ
ー規制を応用し 、第 項の措置義務履行
者の指名を発注者らに義務づけたものだ
が、躯体工事等主要な部分を請け負って
自身も行う者等がいる場合、その同意を
得て指名するよう定め、工事において重
要な役割を果たす者の意見が反映される
ようにしたと解されること、
ソ 本条第 項と第 項には、第

条（ 万円以下の罰金）の適用があるこ
と、
本条の履行確保の補助のため、安衛則

第 条は、本条所定の混在作業に際し
て、特定元方事業者やその役割を果たす
指名者に、統括安全衛生責任者、元方安
全衛生管理者、店社安全衛生管理者、関
係請負人等の情報を所轄労基署長に届け
出るよう義務づけていること、
本条第 項は行政取締規定であり、罰

則は付されておらず、違反に際しては、
第 項により監督署長が指名することが
定められ、その権限の発動を促すため、

ジョイントベンチャーは、本来、大
規模／専門的な工事を請け負えるように
し、工事のリスクの負担を分散する等の
目的から、建設業者側のイニシアチブ
で、複数の業者が共同し、自主的に代表
者を決定して工事を請け負う形式であ

安衛則上、発注者又は請負人が、第 項
による指名ができない旨を監督署長に届
け出るべき旨定められているが（安衛則
第 条第 項）、その指名がなされない
間は、各特定元方事業者が、各関係請負
人の労働者に対してその義務を負うこと
になる（昭和 年 月 日基収第
号）こと、
タ 法第 条の は、第 条が対象

とする造船業を除く製造業の混在作業に
同条の主要な規制を展開する目的で、平
成 年法改正で設けられたもので、主に
化学プラントの用役（プラントの運転に
必要な電気、水、空気や燃料など）、鉄鋼
業の製鉄、熱延、冷延の工程、自動車製
造業のプレス、溶接、塗装、組立などの
作業を想定していること、対象業種を指
定する政令が定められていないので、当
面、製造業のみが対象となると解されて
いること、第 条中分割発注等の場合の
規定が準用されていること、安衛則で、
工事の主要な部分の担当者に予め同意を
得る必要（第 条の ）も同様に定め
られていること、
第 条が講ずべきとする、協議組織の

設置・運営、作業場所の巡視、関係請負
人が行う安全衛生教育への指導援助、建
設業における仕事の工程や機械等の配置
に関する計画等の作成などが省かれてい

り、本条所定の分割発注は、一部の発注
先に廉価で工事を発注できる等の事情か
ら、発注者がイニチアチブを取り、工事
を分割して複数の業者に発注する形式で
ある。
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仕事を丸投げされ、自身は仕事を行わな
い元請（発注者から直接仕事を請け負う
一次請負人。仕事の全てを丸投げされる
場合もあるが、元請の要件ではない。発
注者を含まない点、下請けに仕事を丸投
げする者も含む点で元方とは異なる）に
よる、一の場所での仕事の分割発注に際
して、法第 条のジョイント・ベンチャ
ー規制を応用し 、第 項の措置義務履行
者の指名を発注者らに義務づけたものだ
が、躯体工事等主要な部分を請け負って
自身も行う者等がいる場合、その同意を
得て指名するよう定め、工事において重
要な役割を果たす者の意見が反映される
ようにしたと解されること、
ソ 本条第 項と第 項には、第

条（ 万円以下の罰金）の適用があるこ
と、
本条の履行確保の補助のため、安衛則

第 条は、本条所定の混在作業に際し
て、特定元方事業者やその役割を果たす
指名者に、統括安全衛生責任者、元方安
全衛生管理者、店社安全衛生管理者、関
係請負人等の情報を所轄労基署長に届け
出るよう義務づけていること、
本条第 項は行政取締規定であり、罰

則は付されておらず、違反に際しては、
第 項により監督署長が指名することが
定められ、その権限の発動を促すため、

ジョイントベンチャーは、本来、大
規模／専門的な工事を請け負えるように
し、工事のリスクの負担を分散する等の
目的から、建設業者側のイニシアチブ
で、複数の業者が共同し、自主的に代表
者を決定して工事を請け負う形式であ

安衛則上、発注者又は請負人が、第 項
による指名ができない旨を監督署長に届
け出るべき旨定められているが（安衛則
第 条第 項）、その指名がなされない
間は、各特定元方事業者が、各関係請負
人の労働者に対してその義務を負うこと
になる（昭和 年 月 日基収第
号）こと、
タ 法第 条の は、第 条が対象

とする造船業を除く製造業の混在作業に
同条の主要な規制を展開する目的で、平
成 年法改正で設けられたもので、主に
化学プラントの用役（プラントの運転に
必要な電気、水、空気や燃料など）、鉄鋼
業の製鉄、熱延、冷延の工程、自動車製
造業のプレス、溶接、塗装、組立などの
作業を想定していること、対象業種を指
定する政令が定められていないので、当
面、製造業のみが対象となると解されて
いること、第 条中分割発注等の場合の
規定が準用されていること、安衛則で、
工事の主要な部分の担当者に予め同意を
得る必要（第 条の ）も同様に定め
られていること、
第 条が講ずべきとする、協議組織の

設置・運営、作業場所の巡視、関係請負
人が行う安全衛生教育への指導援助、建
設業における仕事の工程や機械等の配置
に関する計画等の作成などが省かれてい

り、本条所定の分割発注は、一部の発注
先に廉価で工事を発注できる等の事情か
ら、発注者がイニチアチブを取り、工事
を分割して複数の業者に発注する形式で
ある。
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ること、これらは、作業場が散在し、多
岐にわたる建設業と造船業において必要
な措置との考えによると思われること、
逆に、作業間の連絡・調整、クレーン

等の運転にかかる合図・事故現場の標
識・有機溶剤等の容器の集積箇所・ 線
や電離則所定の放射線装備機器の照射等
の際の警報の統一と周知は、製造業混在
作業でも必要と解され、安衛則第 条
の ～７及び関係通達に定められている
こと、
本条第 項と第 項には、法第 条

（ 万円以下の罰金）の適用があること、
チ 法第 条の は、昭和 年法改

正で新設された第 条の 第 項（建設
業等における爆発や火災等に際しての救
護にかかる二次災害防止のための物的、
人的措置義務）の履行確保を、一の場所
における混在作業下で一元的に行わせる
目的で設けられたものであること、
第 項は、元方事業者に、関係請負人

の全労働者につき、第 条第 項所定の
二次災害防止義務を課して、混乱回避と
効率化を図っていること、
第 項ないし第 項は、一の場所（統

括管理により労災防止が見込まれるひと
まとまりの場所）における一の仕事（一
の場所で行われる仕事）が分割発注され
る場合の混乱回避と効率化のため、法第
条第 項を準用するなどして、その履

行義務を負う者を請負人から指名すべき
こと等を定めたものであること、指名の
際、躯体工事等主要な部分を請け負って
自らも行う者等については、予め同意を
得るべきこと等の省令の定め（安衛則第

条）の準用規定（第 条の ）も設

けられていること、第 項は、被指名者
が第 項の措置を一括して履行すべきこ
と、第 項は、第 条の 第 項が定め
る救護に関する技術管理者の選任も、指
名を受けた者が行うべきことを定めてい
ること、
ツ 本条第 項と第 項には、法

条第 項（ 月以下の懲役又は 万円以
下の罰金）の適用があり、第 条の 第
項を準用する第 項には、元条文と同

様に第 条（ 万円以下の罰金）の適
用があること、
法第 条の背景には、建設業・造船業

で一般的な重層的請負関係したでの車両
系建設機械、移動式クレーンへの接触等
による労災の多発があり、第 条の の
背景には、食料品製造工場で、関係請負
人の労働者が台車を押していたところ、
元方事業者の労働者が運転するフォーク
リフトに正面から激突されて死亡した例
などがあり、いずれも元方事業者のリー
ドによる関係者間のリスク情報の共有等
により防止できたと解されること、
テ 法第 条ないし第 条の の適

用の実際については、以下のような情報
が得られたこと、
法第 条は、土木・建設業ではそれな

りに違反が指摘されている条規であり、
令和 年公表「労働基準関係法令違反に
関する公表事案」によれば、令和元年
月 日から 年間で、違反件数は 件に
とどまっていたが、令和 年労働基準監
督年報（厚生労働省労働基準局、令和
年）の定期監督等実施状況・法違反状況
（令和２年）では、合計 件となって
いた。
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大手建設会社 が元請となった下水道
工事現場で、 の監督員 名のもと、下
請土木業者 の事業主（土止め支保工作
業主任者及び地山掘削等作業主任者資格
あり）が作業指揮し、 雇用の と同僚
が掘削溝に入り、下水管敷設工事を行っ
ていたところ、ほんらい、先に土止めを
してから掘削すべきところ、（周辺の住宅
への騒音・振動等を避けるため）行わな
かったこと等から、側壁が崩壊し、 が
生き埋めとなり、重傷を負った。
災害原因は土止めをせずに掘削溝に入

った作業手順の不備にあり、 から に
殆ど丸投げ発注され、監視も十分に行わ
れていなかったこと等を踏まえ、 は、
作業計画書の不備、下請人への指導の欠
如等による法第 条第 項第 号（安衛
則第 条の ）違反の疑いで書類送検
された。 も別途送検されている（労働
調査会編『建設業編安衛法違反による送
検事例集第 集』（労働調査会、 年）

頁）。
雇用主である事業者を名宛人とする規

制の適用可能性と共に、それが困難な場
合に備え、本条の適用が検討された例が
ある。すなわち、元方事業者 が、 を
現場責任者として河川改良工事を実施す
る際に、 設置の車両系建設機械をその
労働者 に運転させていたが、接触危険
個所に立入禁止、誘導者の配置等の危害
防止措置を講じなかったため、下請労働
者が立入り、被災した事案につき、河村
産業所事件（鍋田農協倉庫倒壊事件）名
古屋高判昭和 年 月 日判例時報
号 頁を参考に、 の法第 条（安衛
則第 条）違反が検討されると共に、

混在作業が同一の場所で行われていたこ
とを前提に、 の法第 条所定の統括管
理義務違反が検討された例がある（ただ
し、帰趨は不明）（法務省刑事局・労働省
労働基準局『労働基準法等違反事件捜査
処理に関する協議会資料』（昭和 年））。
ト 関係判例には以下のようなものが

あること、
【刑事事件】
幸陽船渠事件広島高判昭和 年 月

日判例時報 号 頁
建造中のタンカー内の船殻作業場で関

係請負人の労働者が足場変更工事を行っ
ていたところ、他の関係請負人の労働者
が立ち入り、落下物と衝突する等して死
亡したことを受け、特定元方事業者（被
告人会社）の統括安全衛生責任者（課長）
を補佐する立場にあって、本件作業現場
を指揮していた が、下請業者の労働者
に関係者以外立入禁止措置を講じさせな
かった等として、法第 条第 項第 号
と関係省令（安衛則第 条）、法第
条に基づき、被告人会社は両罰規定（第

条）に基づき罰金刑に処せられたと
ころ、 が、法第 条第 項にいう「同
一の場所」とは、関係請負人のみで本件
工事を行っていた場所（船舶右舷ウィン
グタンク）のみを指し、そこから離れた
場所にいた らに同条は適用されない、
あるいは、刑事責任を負うべきは、被告
人会社が選任した作業主任者 や下請が
選任した作業主任者 である一方、被告
人会社は彼らに足場作業の危険防止措置
等に関する指導教育をしていた等と主張
した事案において、判決は、法第 条や
関係規則規定は、同一場所での混在作業
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大手建設会社 が元請となった下水道
工事現場で、 の監督員 名のもと、下
請土木業者 の事業主（土止め支保工作
業主任者及び地山掘削等作業主任者資格
あり）が作業指揮し、 雇用の と同僚
が掘削溝に入り、下水管敷設工事を行っ
ていたところ、ほんらい、先に土止めを
してから掘削すべきところ、（周辺の住宅
への騒音・振動等を避けるため）行わな
かったこと等から、側壁が崩壊し、 が
生き埋めとなり、重傷を負った。
災害原因は土止めをせずに掘削溝に入

った作業手順の不備にあり、 から に
殆ど丸投げ発注され、監視も十分に行わ
れていなかったこと等を踏まえ、 は、
作業計画書の不備、下請人への指導の欠
如等による法第 条第 項第 号（安衛
則第 条の ）違反の疑いで書類送検
された。 も別途送検されている（労働
調査会編『建設業編安衛法違反による送
検事例集第 集』（労働調査会、 年）

頁）。
雇用主である事業者を名宛人とする規

制の適用可能性と共に、それが困難な場
合に備え、本条の適用が検討された例が
ある。すなわち、元方事業者 が、 を
現場責任者として河川改良工事を実施す
る際に、 設置の車両系建設機械をその
労働者 に運転させていたが、接触危険
個所に立入禁止、誘導者の配置等の危害
防止措置を講じなかったため、下請労働
者が立入り、被災した事案につき、河村
産業所事件（鍋田農協倉庫倒壊事件）名
古屋高判昭和 年 月 日判例時報
号 頁を参考に、 の法第 条（安衛
則第 条）違反が検討されると共に、

混在作業が同一の場所で行われていたこ
とを前提に、 の法第 条所定の統括管
理義務違反が検討された例がある（ただ
し、帰趨は不明）（法務省刑事局・労働省
労働基準局『労働基準法等違反事件捜査
処理に関する協議会資料』（昭和 年））。
ト 関係判例には以下のようなものが

あること、
【刑事事件】
幸陽船渠事件広島高判昭和 年 月

日判例時報 号 頁
建造中のタンカー内の船殻作業場で関

係請負人の労働者が足場変更工事を行っ
ていたところ、他の関係請負人の労働者
が立ち入り、落下物と衝突する等して死
亡したことを受け、特定元方事業者（被
告人会社）の統括安全衛生責任者（課長）
を補佐する立場にあって、本件作業現場
を指揮していた が、下請業者の労働者
に関係者以外立入禁止措置を講じさせな
かった等として、法第 条第 項第 号
と関係省令（安衛則第 条）、法第
条に基づき、被告人会社は両罰規定（第

条）に基づき罰金刑に処せられたと
ころ、 が、法第 条第 項にいう「同
一の場所」とは、関係請負人のみで本件
工事を行っていた場所（船舶右舷ウィン
グタンク）のみを指し、そこから離れた
場所にいた らに同条は適用されない、
あるいは、刑事責任を負うべきは、被告
人会社が選任した作業主任者 や下請が
選任した作業主任者 である一方、被告
人会社は彼らに足場作業の危険防止措置
等に関する指導教育をしていた等と主張
した事案において、判決は、法第 条や
関係規則規定は、同一場所での混在作業
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での連絡調整等の確保を図ろうとしたも
のであり、同条にいう「同一の場所」の
範囲も、仕事の関連性、労働者の作業の
混在性及び統括安全衛生責任者の選任を
定めた同法第 条の趣旨をも併せ考慮し
て目的論的見地から決定されるべきで、
本件では、船殻作業場全域を指すものと
解するのが相当である、また、上記作業
主任者らが、足場作業にかかる危険防止
のための連絡調整義務を負っていたが、

が統括安全衛生責任者を補佐する立場
にあって、作業実態を把握していた以上、
への関係請負人への本件作業実施の連

絡、周辺の立入禁止措置等の具体的指示
を行うべきだったが怠った等とされたこ
と、
本判決から、混在作業での関係請負人

間の連携調整を元方事業者にリードさせ
るという法第 条の趣旨に沿って、「同
一の場所」が広く解釈され、元方事業者
（の履行担当者）が現場から離れた場所
にいても該当する可能性が示唆されるこ
と、
【民事事件】

エム・テックほか事件高松地裁平
成 年 月 日労働判例 号 頁
＜事案の概要＞

（ 審原告）は、 歳で （第 派
遣元）に雇用され、 が請け負った大規
模工事の一部作業に派遣労働者として当
たっていた。すなわち、大規模な橋梁設
置工事を請け負った （エム・テック）
の孫請であり、主に現場指揮をしていた

に対し、 を介してＸら労働者を派
遣していたのが であった。本件災害は、
が、橋脚（ 径間以上の橋梁の中間部で

上部構造を支えるもの）の高さ に
設置されていたステージ上（本件現場）
で型枠支保工の解体作業中、安全帯を繋
ぐ親綱を張る手すりが外され、足場の隙
間にビニールシートが被っていたため、
そこを踏み抜いて落下し、労働能力 ％
を喪失する後遺障害を残す重傷をもたら
したものである。

は、本件現場に監督事務所を設置し
て所長 を常駐させた上、作業工程ごと
に 、 、 らと打ち合わせし、協議
の上、本件現場の作業手順を決め、監督
事務所の担当者（ ら）に頻繁に現
場巡視させており、本件災害の直前にも
が巡視で本件現場下を通りかかり、安

全帯を繋ぐ親綱を張る手すりが外された
状態で高所作業する者を認めて口頭で注
意すると共に 代表に電話連絡を試みて
いた。本件工事に際しては、 から に
解体作業手順書が渡され、そこには手す
りの撤去は最後に行うべきことや安全帯
の安全使用等の記載がされ、 代表のサ
インも付されていた。本件災害前日に
代表と が派遣した職長が に行った
報告に、手すりの解体は荷下ろし完了後
に行うことも含まれていた。当日の朝礼
でも、 担当者から に危険個所での作
業時の安全帯の装着が指示されていた。
本件災害現場で は、解体された材料

を か所に集める作業に従事していたが、
クレーンを奥まで差し入れて効率的に資
材を移動させるため、 が の許可を得
て手前のてすりを撤去した。前述の通り、
本来、この手すりに安全帯の親綱を張る
はずだったが、この際、 は、代わりの
親綱設置位置等を指示しなかった。
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以上の経過を前提に、 が らを相手
方として安全配慮義務違反に基づく損害
賠償請求をした。また、 、 代表、
は、労基法違反で罰金刑を受けた。

代表は、事情聴取を受けたが、不起訴処
分となった。
＜判旨～ 請求一部認容～＞

は、前掲のような安全管理をしてき
たが、 （ の現場担当社員）は、作業
手順を逸脱して安全帯の親綱を張る手す
りが外されたまま高所作業をしている作
業員に気づいたのに、口頭で注意するに
とどめ、彼らが安全帯を使用できるよう
にするのを確認せずにその場を離れたこ
と、口頭での注意も、その現場の責任者
らに個別に明確な指示をするなど具体的
な指示をすべきだったのにしなかったこ
と、 から 代表に連絡がとれるまでは、
転落の危険のある付近での作業を全面的
に中断させ、その場の作業員全員に個別
に指示を行き渡せるべきだったのにしな
かったこと等の安全配慮義務違反がある。

は、 の ほか作業員らに作業内
容等の具体的指示をしていたから、 は、
への安全配慮義務を負う。 代表は、

手すりを外して作業を進めることを許可
したのに、撤去の範囲や順序、手すり下
部の作業板の処置、安全帯にかかる親綱
を張る位置等の安全上の措置について現
場で具体的指示を怠った以上、安全配慮
義務違反がある。

については、通常、労働者に直接指
揮命令しない派遣元は、安全配慮義務を
負うとは限らないが、派遣先の事業場の
危険性を知りながら派遣した場合などに
はその責任を負うところ、その危険性の

高さから建設業務での派遣事業は禁止さ
れている以上、その安全性を実地で確認
した等の特段の事情のない限り、同義務
違反となる。 はこれを怠ったし、
が派遣した職長 は、 代表の許諾を得
て手すりの除去をしながら、 らに親綱
を張って安全帯を使用するための具体的
な指示をしなかったこと等から、安全配
慮義務違反がある。
派遣元である についても と同様

のことが言えるところ、 を 歳と知り
つつ雇用し、 歳未満の者について禁止
されている高所作業等（労基法第 条、
年少者労働基準規則第 条第 号、第
号）に就労させ、なおかつ本件現場で安
全性の確認をしなかった以上、安全配慮
義務違反がある。
他方、 は、本件災害当日の朝のミー

ティング等に参加し、 の担当者から安
全帯の使用を指示され、安全帯及び親綱
が支給されたこと、年齢を虚偽申告して
稼働したこと等から、 割を過失相殺す
る。

は、 － の間の過失割合を認定す
る際には、他の被告や作業員ら、中間者
の過失を除外（：他者の過失の災害への
貢献分を除外）すべきと主張するが、被
害者保護の趣旨に照らし採用できない。
＜得られる示唆＞

民事損害賠償訴訟では、安衛法上の元

方事業者向けの規制が、元方事業者の安

全配慮義務違反を認める上で有効に働く

（本件では、安衛法第 29 条、第 30 条違

反＝元方事業者の安全配慮義務違反と判

示されている）が、刑事事件では、関与

の強さ、悪質性や結果の重大性などがな
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以上の経過を前提に、 が らを相手
方として安全配慮義務違反に基づく損害
賠償請求をした。また、 、 代表、
は、労基法違反で罰金刑を受けた。

代表は、事情聴取を受けたが、不起訴処
分となった。
＜判旨～ 請求一部認容～＞

は、前掲のような安全管理をしてき
たが、 （ の現場担当社員）は、作業
手順を逸脱して安全帯の親綱を張る手す
りが外されたまま高所作業をしている作
業員に気づいたのに、口頭で注意するに
とどめ、彼らが安全帯を使用できるよう
にするのを確認せずにその場を離れたこ
と、口頭での注意も、その現場の責任者
らに個別に明確な指示をするなど具体的
な指示をすべきだったのにしなかったこ
と、 から 代表に連絡がとれるまでは、
転落の危険のある付近での作業を全面的
に中断させ、その場の作業員全員に個別
に指示を行き渡せるべきだったのにしな
かったこと等の安全配慮義務違反がある。

は、 の ほか作業員らに作業内
容等の具体的指示をしていたから、 は、
への安全配慮義務を負う。 代表は、

手すりを外して作業を進めることを許可
したのに、撤去の範囲や順序、手すり下
部の作業板の処置、安全帯にかかる親綱
を張る位置等の安全上の措置について現
場で具体的指示を怠った以上、安全配慮
義務違反がある。

については、通常、労働者に直接指
揮命令しない派遣元は、安全配慮義務を
負うとは限らないが、派遣先の事業場の
危険性を知りながら派遣した場合などに
はその責任を負うところ、その危険性の

高さから建設業務での派遣事業は禁止さ
れている以上、その安全性を実地で確認
した等の特段の事情のない限り、同義務
違反となる。 はこれを怠ったし、
が派遣した職長 は、 代表の許諾を得
て手すりの除去をしながら、 らに親綱
を張って安全帯を使用するための具体的
な指示をしなかったこと等から、安全配
慮義務違反がある。
派遣元である についても と同様

のことが言えるところ、 を 歳と知り
つつ雇用し、 歳未満の者について禁止
されている高所作業等（労基法第 条、
年少者労働基準規則第 条第 号、第
号）に就労させ、なおかつ本件現場で安
全性の確認をしなかった以上、安全配慮
義務違反がある。
他方、 は、本件災害当日の朝のミー

ティング等に参加し、 の担当者から安
全帯の使用を指示され、安全帯及び親綱
が支給されたこと、年齢を虚偽申告して
稼働したこと等から、 割を過失相殺す
る。

は、 － の間の過失割合を認定す
る際には、他の被告や作業員ら、中間者
の過失を除外（：他者の過失の災害への
貢献分を除外）すべきと主張するが、被
害者保護の趣旨に照らし採用できない。
＜得られる示唆＞

民事損害賠償訴訟では、安衛法上の元

方事業者向けの規制が、元方事業者の安

全配慮義務違反を認める上で有効に働く

（本件では、安衛法第 29 条、第 30 条違

反＝元方事業者の安全配慮義務違反と判

示されている）が、刑事事件では、関与

の強さ、悪質性や結果の重大性などがな
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ければ起訴には至らない（本件では、元

方事業者については、第 29 条第 2 項（関

係請負人及びその労働者の法令違反に際

しての是正指示）、第 30条第 1項第 6号

（混在作業下での特定元方事業者の統括

管理義務11の一環としての一般的な労災

防止措置）、個々の事業者については、

第 21条第 2 項（墜落危険場所での危害防

止措置等）、第 25条（急迫危険時の作業

中止・労働者退避措置等）等の適用が検

討されただろうが、本件で Y3 と Y5 が刑

事処分を受けたのは労基法違反だから、

年少労働者に高所作業を行わせたことに

よると思われ、安衛法違反によるわけで

はない）。直接の指揮命令関係や契約関
係にない元方事業者であって、なおかつ、
本件におけるように、その元方事業者が、
ミーティングや危険予知活動の実施など、
法第 29 条、第 30 条の定めを一定程度遵
守している例では尚更といえる。 

派遣元は、派遣労働者に指揮命令しな

いので、当然に安全配慮義務を負うわけ

ではないが、派遣先での就労の危険性を

認識すべき場合には、自らその就労の安

全性を確かめる、自身が現場に設置した

担当者が不安全な状況を創出した場合に

は、適切な安全対策を講じる等の義務を

負う。 
山形県水産公社事件最 小判平成

年 月 日判例時報 号 頁
＜事案の概要＞
発注者である （山形水産）は、同社

特定元方事業者が労働契約等に伴う指
揮命令権を持たないことを前提にした概
念で、法第 条による被統括管理者側

が保有する船舶の法定定期検査の準備の
仕事（本件仕事）のうち、基本的設備に
関する事項を （山形造船所）に、機関
（エンジン）に関する事項を に、冷凍
装置に関する事項を に分割発注したた
め、船舶内で混在作業が生じた。混在作
業には、 の従業員だった のほか、
派遣元である 及び から派遣された

も当たっており、 は の
指揮下で機関室で就業していた。
当船舶の冷凍装置では、冷媒として安

衛法上の第三類物質であり、特化物であ
り、特化則で種々のばく露危険防止措置
が定められているアンモニア（吸入によ
り呼吸困難や中毒等をもたらす）が使わ
れ、また内部部品の潤滑油と混じること
があるため、潤滑油を排出するドレン抜
き弁が複数設置されていた。 の 機
関長と の 工場長の間では、 がア
ンモニアガスが発生し得る冷凍装置関係
作業を行う間、 の作業を中止して作業
員を退避させることにしていた（以下、
「本件取り決め」という）が、 が、ア
ンモニアガスに関わらない別の作業を行
った際に、 機関長が潤滑油が溜まって
いる旨話していたのを思い出し、自身の
判断でコンデンサーからドレン抜きを始
めた。この際、アンモニアガスの有毒性
や、その漏出防止策（ホースで水に導き
溶かす方法等）は認識していたが、過去
の経験から油だけを先に排出すればよい
と考え、そうした防止策を講じなかった

の対応義務をセットで機能させることを
予定している。
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ところ、突然の噴出で機関室内に充満し、
中毒や呼吸不全等で、 が死亡した。
そこで、彼らの遺族が らを相手方と

して不法行為に基づく損害賠償を請求し
た。
１審は、 の過失責任とそれに基づく
の使用者責任を認めたほか、 につ

き、本件仕事を ～ に分割発注した
以上、安衛法第 条第 項前段所定の発
注者に該当するにもかかわらず、同条所
定の請負作業間の連絡調整、巡視等を担
う統括管理者の指名を行わず、各請負人
に任せた。仮に指名が行われていれば、

の行うべき作業が明確化し、思い付き
による作業も防げたはずとして過失責任
を認める一方、 は、そもそも受注業務
がアンモニアガスと直接関わらないし、

の油抜き作業を現に知らず、知るべき
事情もなかった。確かに受注作業の場所
には冷凍装置の配管等に伴うアンモニア
ばく露のリスクがあったが、 工場長が
冷凍装置に接触しないよう注意していた
し、 の 機関長との間で、本件取り
決めがなされていたこと等からも、過失
は認められないとした。 と につい
ては、指揮命令関係がないこと等から無
過失とした。
これに対して、おそらく のみが控訴

したが、 審同様の判決となったため、
上告した。

玉泉孝次氏（元労働基準監督署長）に
よれば、個人住宅の修理を一人親方 が
請け負い、下請 に請け負わせた場合
で、 がその労働者に当該建設物等を使
用させる場合、一人親方 に本条が適用

＜判旨～原判決破棄差戻～＞
確かに本件仕事では混在作業が生じた

が、本件取り決めや、 の油抜き作業が
予定外だったことを踏まえると、安衛法
第 条第 項前段に基づく統括管理者の
指名がなされていても、 の思い付き作
業を予測できず、 の並行作業も回
避できなかった。安衛則第 条第 項
所定の巡視も 日 回以上でよいとされ
ているので、被災者の派遣元による巡視
でも現認は期待できない。
＜得られる示唆＞
民事法と刑事・行政法上の責任論は異

なる。安衛法の刑事・行政法的側面は、
予防目的なので、理論的には、法違反さ
え認められればよく、損害の発生や、損
害との相当因果関係は不要である。
ツ 法第 条から第 条の は、第
条の を除き、リスク関連情報や権限

を持つ等、一定の条件を充たす「注文者」
を名宛人として、関係請負人の労働者の
労災防止措置を講じるよう定めているこ
と、
このうち第 条は、第 項で、特定事

業を自ら行う「注文者 （事業者である
必要はない）」に対して、関係請負人の労
働者に、自身が管理する建設物、設備、
原材料（建設物等）を使用させる際に所
要の労災防止措置を講じるよう義務づけ、
第 項で、重層的請負関係下では、最先

される。森山誠也監督官によれば、法第
条第 項や第 条の における発注

者は、いわゆる「お客さん」的存在が想
定され、ここでの注文者には、建設業
者・造船業者が想定されている。
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ところ、突然の噴出で機関室内に充満し、
中毒や呼吸不全等で、 が死亡した。
そこで、彼らの遺族が らを相手方と

して不法行為に基づく損害賠償を請求し
た。
１審は、 の過失責任とそれに基づく
の使用者責任を認めたほか、 につ

き、本件仕事を ～ に分割発注した
以上、安衛法第 条第 項前段所定の発
注者に該当するにもかかわらず、同条所
定の請負作業間の連絡調整、巡視等を担
う統括管理者の指名を行わず、各請負人
に任せた。仮に指名が行われていれば、

の行うべき作業が明確化し、思い付き
による作業も防げたはずとして過失責任
を認める一方、 は、そもそも受注業務
がアンモニアガスと直接関わらないし、

の油抜き作業を現に知らず、知るべき
事情もなかった。確かに受注作業の場所
には冷凍装置の配管等に伴うアンモニア
ばく露のリスクがあったが、 工場長が
冷凍装置に接触しないよう注意していた
し、 の 機関長との間で、本件取り
決めがなされていたこと等からも、過失
は認められないとした。 と につい
ては、指揮命令関係がないこと等から無
過失とした。
これに対して、おそらく のみが控訴

したが、 審同様の判決となったため、
上告した。

玉泉孝次氏（元労働基準監督署長）に
よれば、個人住宅の修理を一人親方 が
請け負い、下請 に請け負わせた場合
で、 がその労働者に当該建設物等を使
用させる場合、一人親方 に本条が適用

＜判旨～原判決破棄差戻～＞
確かに本件仕事では混在作業が生じた

が、本件取り決めや、 の油抜き作業が
予定外だったことを踏まえると、安衛法
第 条第 項前段に基づく統括管理者の
指名がなされていても、 の思い付き作
業を予測できず、 の並行作業も回
避できなかった。安衛則第 条第 項
所定の巡視も 日 回以上でよいとされ
ているので、被災者の派遣元による巡視
でも現認は期待できない。
＜得られる示唆＞
民事法と刑事・行政法上の責任論は異

なる。安衛法の刑事・行政法的側面は、
予防目的なので、理論的には、法違反さ
え認められればよく、損害の発生や、損
害との相当因果関係は不要である。
ツ 法第 条から第 条の は、第
条の を除き、リスク関連情報や権限

を持つ等、一定の条件を充たす「注文者」
を名宛人として、関係請負人の労働者の
労災防止措置を講じるよう定めているこ
と、
このうち第 条は、第 項で、特定事

業を自ら行う「注文者 （事業者である
必要はない）」に対して、関係請負人の労
働者に、自身が管理する建設物、設備、
原材料（建設物等）を使用させる際に所
要の労災防止措置を講じるよう義務づけ、
第 項で、重層的請負関係下では、最先

される。森山誠也監督官によれば、法第
条第 項や第 条の における発注

者は、いわゆる「お客さん」的存在が想
定され、ここでの注文者には、建設業
者・造船業者が想定されている。
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次の注文者のみが当該義務を負うことと
していること、最先次の注文者でありな
がら発注者と表現しなかった理由は、建
設物等の危険を伴う特定作業を自ら実施
する者でなければならないため、発注者
以外が措置義務者となる可能性があるこ
とによると解されること、第 条の や
と共に、あくまで自ら仕事の一部を行

う最先次の注文者を名宛人として、「建設
物等」にかかる危険に特化して直接的な
防止措置を含めて講じるよう求めた規制
であり、元方事業者らを名宛人として、
統括安全衛生管理を行うよう定めた第
条（及び第 条）とは、一の場所での混
在作業を前提としていないこと、建設
業・造船業のみを前提としていること、
自ら直接的な措置を講じることも想定し
ている点等で趣旨を異にすること、端的
にいえば、第 条は場所の管理、本条は
物の管理を目的としていること、前身は
旧労災防止団体法第 条であり、同条で
は、名宛人が第 条（現行法の第 条
に相当）第 項の特定元方事業主だと定
められていたこと、
第 条の は、化学物質やその含有製

剤等の製造等を行う所定の設備の改造や
修理等、ばく露リスクを負う作業を伴う
仕事の注文者に対して、当該仕事の請負
人の労働者の労災防止措置（主にリスク
関連情報の提供）を義務づけたこと、
第 条の は、この並びでは若干異色

で、性格的には第 条や第 条などに
近いと思われること、第 項で、危険な
建設機械等を用いる共同作業を複数の建
設事業者の労働者が一の場所（一体的な
統括管理によって労災防止効果があがる

と解される場所）で行う場合、仕事の一
部を自ら行う発注者や一次下請が、当該
全労働者の労災防止措置を講じるよう義
務づけたこと、第 項で、第 項の義務
主体がいない場合、その仕事の全てを下
請けに出している建設業元方事業者か、
第 条第 項による被指名者（特定元方
事業者以外の発注者から指名された、自
ら仕事を行う請負人）・第 項による被指
名者（労基署長による被指名者）が、第
項所定の義務履行者を指名する等、そ

の履行が果たされるよう配慮する義務を
課したこと、
第 条の は、注文者に対し、請負人

の労働者が本法令に違反することとなる
ような指示を禁じたこと、第 条は、元
方事業者に関係請負人やその労働者が主
体となった法令違反の是正を図らせる規
定だが、本条は、注文者に同人が主体と
なって関係請負人らに法令違反をさせな
いよう図った規定であること、
ナ 法第 条にいう建設物等とは、足

場、型枠支保工、交流アーク溶接機等を
指し、講ずべき労災防止措置は、法第
条に基づき、安衛則第 条から第
条に定められていること、
その中には、関係請負人の労働者に使

用させる支保工、溶接装置、クレーン、
ゴンドラ、局所排気装置、ケーソンを設
ける圧気工法に用いる設備、エックス線
装置等を法定基準に適合させること等物
の安全確保を図らせる（≠自ら図る）こ
とのほか、交流アーク溶接機につき、規
格に適合する自動電撃防止装置（溶接機
の停止時に自動的に電圧を下げる安全装
置）を「備える」べきこと、一定の電動
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機械器具についても、一定条件での使用
に際して有効な感電防止用装置を「接続
す」べきこと等、自ら物の安全を確保す
べきこと、ずい道での建設作業を行わせ
る場合にも、支保工等落盤・肌落ち防止
措置を「講じる」べきこと、足場を使用
させる際に作業床の最大積載荷重を決め
て「表示す」べきこと、悪天候や地震、
足場の組立・解体等の後に点検、適宜の
修理をすべきこと、修理等の内容を保存
すべきこと等、自ら物的・人的な安全措
置を講ずべきことも定めていること、
本条による義務と当該建設物等にかか

る個々の事業者の労災防止措置義務（法
第 条～第 条等）は重畳的に存在し
て、対象物等にかかる労災防止に貢献す
ることが期待されていること、
本条第 項には法第 条（ 月以下

の懲役又は 万円以下の罰金）の適用が
あること、
ニ 法第 条の は、危険有害な化学

物質の製造等を行う設備等の分解や内部
への立ち入りを伴う改造、修理、清掃等
の作業が外注されることが増え、外注先
がその設備等にある化学物質の危険有害
性や対応策等の情報を知尽しなかったこ
とで生じる労災が生じていたため、平成

年の安衛法改正（平成 年号外法律
第 号）により、注文者と関係請負人
間のリスクコミュニケーションを図るた
めに設けられた規定であること、
対象となる化学物質には、施行令所定

の爆発性、引火性の物質、大量漏洩によ
り急性障害を招くもの等が想定され、対
象となる設備には、加熱炉（金属などを
加熱して加工などを行う炉）、反応器（化

学物質の製造過程で化学反応を生じさせ
る機器）、蒸留器（液体を熱して蒸気とし
たものを冷却することで純度の高い液体
をつくる機器）などのほか、特化則所定
の第二類物質や施行令所定の第三類物質
（いずれも第一類ほど有害ではないが、
大量漏洩があれば急性中毒やがん等をも
たらし得る物質）の製造、取り扱いを行
う設備であって移動式でないものとその
附属設備が該当すること、名宛人の注文
者には、対象設備にかかる特定の作業を
伴う仕事の注文者全てが想定され、 次
下請に対しては 次、 次下請の双方が
該当すること、
注文者が講ずべき具体的措置は、法第
条に基づき安衛則第 条の 第 項

に定められており、発注者と発注者以外
とで異なるが、物質の 、安全な作
業方法、流出事故時の対応方法等のリス
ク関連情報の伝達である点で共通してい
ること、
本条には法第 条（ 月以下の懲役

又は 万円以下の罰金）の適用があるこ
と、
ヌ 法第 条の は、表現が難解なう

え、特に法第 条や第 条との区別が
つきにくいが、そもそも異なる事業者の
労働者間の連携・連絡不足等による建設
機械への接触等による労災を防止するた
め、自らも仕事の一部を行うため、リス
ク関連情報（と場合によっては管理権限）
を持つ発注者、一次下請等に統括安全管
理を託す趣旨で、平成 年法改正で新設
されたものであること、
名宛人は、重量の重いパワー・ショベ

ルなどの建設機械等を用いる特定の危険
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機械器具についても、一定条件での使用
に際して有効な感電防止用装置を「接続
す」べきこと等、自ら物の安全を確保す
べきこと、ずい道での建設作業を行わせ
る場合にも、支保工等落盤・肌落ち防止
措置を「講じる」べきこと、足場を使用
させる際に作業床の最大積載荷重を決め
て「表示す」べきこと、悪天候や地震、
足場の組立・解体等の後に点検、適宜の
修理をすべきこと、修理等の内容を保存
すべきこと等、自ら物的・人的な安全措
置を講ずべきことも定めていること、
本条による義務と当該建設物等にかか

る個々の事業者の労災防止措置義務（法
第 条～第 条等）は重畳的に存在し
て、対象物等にかかる労災防止に貢献す
ることが期待されていること、
本条第 項には法第 条（ 月以下

の懲役又は 万円以下の罰金）の適用が
あること、
ニ 法第 条の は、危険有害な化学

物質の製造等を行う設備等の分解や内部
への立ち入りを伴う改造、修理、清掃等
の作業が外注されることが増え、外注先
がその設備等にある化学物質の危険有害
性や対応策等の情報を知尽しなかったこ
とで生じる労災が生じていたため、平成

年の安衛法改正（平成 年号外法律
第 号）により、注文者と関係請負人
間のリスクコミュニケーションを図るた
めに設けられた規定であること、
対象となる化学物質には、施行令所定

の爆発性、引火性の物質、大量漏洩によ
り急性障害を招くもの等が想定され、対
象となる設備には、加熱炉（金属などを
加熱して加工などを行う炉）、反応器（化

学物質の製造過程で化学反応を生じさせ
る機器）、蒸留器（液体を熱して蒸気とし
たものを冷却することで純度の高い液体
をつくる機器）などのほか、特化則所定
の第二類物質や施行令所定の第三類物質
（いずれも第一類ほど有害ではないが、
大量漏洩があれば急性中毒やがん等をも
たらし得る物質）の製造、取り扱いを行
う設備であって移動式でないものとその
附属設備が該当すること、名宛人の注文
者には、対象設備にかかる特定の作業を
伴う仕事の注文者全てが想定され、 次
下請に対しては 次、 次下請の双方が
該当すること、
注文者が講ずべき具体的措置は、法第
条に基づき安衛則第 条の 第 項

に定められており、発注者と発注者以外
とで異なるが、物質の 、安全な作
業方法、流出事故時の対応方法等のリス
ク関連情報の伝達である点で共通してい
ること、
本条には法第 条（ 月以下の懲役

又は 万円以下の罰金）の適用があるこ
と、
ヌ 法第 条の は、表現が難解なう

え、特に法第 条や第 条との区別が
つきにくいが、そもそも異なる事業者の
労働者間の連携・連絡不足等による建設
機械への接触等による労災を防止するた
め、自らも仕事の一部を行うため、リス
ク関連情報（と場合によっては管理権限）
を持つ発注者、一次下請等に統括安全管
理を託す趣旨で、平成 年法改正で新設
されたものであること、
名宛人は、重量の重いパワー・ショベ

ルなどの建設機械等を用いる特定の危険
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作業 を「共同して」行う複数の事業者
のうち、仕事の一部を行う（作業の案内
や示唆をするだけの者は該当しない）発
注者や一次請負人であること、一見する
と、建設業・造船業の元方事業者の統括
安全管理義務を定めた法第 条等と類似
する定めに見えるが、本条第 項は、以
下の図のように、パワーショベル等特定
の建設機械等を用いた共同作業を行う点
線内の事業者のうち、仕事の一部を行う
発注者のほか、一次請負人を主な措置義
務者としたものであること、

（ 厚 生 労 働 省 の サ イ ト
（

最終閲覧日 年 月
日））

名宛人が講ずべき労災防止措置は、特
定作業を行う関係請負人に対する、作業
内容、作業にかかる指示系統及び立入禁
止区域にかかる連絡と調整であり、名宛
人が、関係請負人の労働者を含めて、こ
れらを体系的に作業計画化し、関係請負
人に周知すれば、本条の義務を果たした

重量の重いパワー・ショベルのほか、
ドラグ・ショベル、くい打機、くい抜
機、アースドリル、一定以上のつり上げ
能力を持つ移動式クレーン等に関わる作
業（安衛則第 条の ）。
法第 条によれば、仕事を自らは行わ

ことになること（平成 年 月 日基発
第 号）、
他方、第 項は、第 項の名宛人該当

者がいない場合（たとえば、発注者が自
らその仕事の一部を行っていないなど、
特定建設機械作業を伴う仕事の全部を請
け負った者がいない場合等）には、当該
仕事を自身は行わない元方事業者 らが、
本条の措置義務者を指名する等の配慮を
行うよう義務づけていること、被指名者
は、本条履行の法的義務は負わないが、
本条の趣旨に即して請負人に適切な措置
を講じるよう指導すべきとされているこ
と（平成 年 月 日基発第 号）、

（ 厚 生 労 働 省 の サ イ ト
（

最終閲覧日 年 月
日））
ネ 法第 条の は、注文者を名宛人

として、たとえばクレーンのつり上げ能
力を超える荷のつり上げのように、請負
人の本法令違反（他の法令違反には直接
関知しない）に直接繋がるような指示を
禁じていること、本条にいう請負人は、

ない者は「元方事業者」には当たらない
が、本項にいう事業者は、特定作業を伴
う仕事に限って、その全部を請け負わせ
ている者であり、その他の仕事を自ら行
っている限り、元方事業者の定義からは
外れない。
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第 条の定義の援用により、重層的請負
関係において、名宛人より後次の請負人
は全て含まれるが、第 条第 項が援用
規定はないので、本条の名宛人が最先次
の注文者である必要はない（：最後次を
除き、各次請負人が名宛人となり得る）
と解されること、
ノ 法第 条ないし第 条の の適

用の実際については、以下のような情報
が得られたこと、
法第 条は、比較的多く違反が指摘さ

れる条規であり、令和 年公表「労働基
準関係法令違反に関する公表事案」によ
れば、令和元年 月 日から 年間で
件あった（違反件数が第 条、第 条、
第 条に次いで多い）。令和 年労働基
準監督年報（厚生労働省労働基準局、令
和 年）の定期監督等実施状況・法違反
状況（令和２年）でも、合計 件とな
っていた。
建設現場での足場や開口部からの墜落

防止対策が不十分な場合等に、事業者に
法第 条違反を指摘するのに合わせ、注
文者に法第 条違反を指摘することが多
い（令和２年度本研究プロジェクトによ
る行政官・元行政官向け法令運用実態調
査（三柴丈典担当））。玉泉孝次氏（元労
働基準監督署長）も、下請違反で元請も
同時に送検できる便利な条規であり、送
検の実績づくりにもなるため、そうした
運用がよくなされるとする。
匿名ながら、労働基準監督年報に掲載

される監督件数は、 つの現場であって
も、複数の業者（元請、下請、孫請等）
に是正勧告等を行えば複数件の監督とカ
ウントされるため、こうした法運用が監

督機関としての実績になる面もあるとの
意見もあった。
違反指摘の具体例には以下のようなも

のがある。
木造半地下 階建ての住宅工事現場で

建築工事を請け負っていた 次下請 の
現場責任者 （ の専務であり、現場責
任者）が、現場で建築中の建物の１ 床
上から地上に降りようと、足場から山積
みされていた木片（「ころび止め」。足場
板との間に約 ㎝の段差があった）を階
段代わりにして地上に降りようとして足
を乗せたところ、崩れてバランスを失い、
開口部から ｍほど下の地下まで墜落し、
脳挫傷で死亡した。
原因として、開口部に手すりや覆い、

囲い等の墜落防止措置が講じられていな
かったこと、本人が仮置きの木片を階段
代わりにしたこと、保護帽を着用してい
なかったこと、元請が下請に安全指示を
出していなかったこと等が考えられたこ
とから、元請は、安衛法第 条第 項
（安衛則第 条第 項）違反、 とそ
の社長は法第 条第 項（安衛則第
条第 項）違反で送検された（労働調査
会編『送検事例と労働災害平成 年版』
（労働調査会、平成 年） － 頁）。
その他、匿名ながら、第 条の 関係

で、マンションの管理組合から受注した
建物の外壁改修工事の施工中に石綿含有
塗材がみつかったにもかかわらず、当該
組合が施工業者に対し、それが含有され
ていないものとして工事をするよう求め
たケースがあったとの情報もあった（某
監督官）。
ハ 法第 条は、法第 条及び第
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第 条の定義の援用により、重層的請負
関係において、名宛人より後次の請負人
は全て含まれるが、第 条第 項が援用
規定はないので、本条の名宛人が最先次
の注文者である必要はない（：最後次を
除き、各次請負人が名宛人となり得る）
と解されること、
ノ 法第 条ないし第 条の の適

用の実際については、以下のような情報
が得られたこと、
法第 条は、比較的多く違反が指摘さ

れる条規であり、令和 年公表「労働基
準関係法令違反に関する公表事案」によ
れば、令和元年 月 日から 年間で
件あった（違反件数が第 条、第 条、
第 条に次いで多い）。令和 年労働基
準監督年報（厚生労働省労働基準局、令
和 年）の定期監督等実施状況・法違反
状況（令和２年）でも、合計 件とな
っていた。
建設現場での足場や開口部からの墜落

防止対策が不十分な場合等に、事業者に
法第 条違反を指摘するのに合わせ、注
文者に法第 条違反を指摘することが多
い（令和２年度本研究プロジェクトによ
る行政官・元行政官向け法令運用実態調
査（三柴丈典担当））。玉泉孝次氏（元労
働基準監督署長）も、下請違反で元請も
同時に送検できる便利な条規であり、送
検の実績づくりにもなるため、そうした
運用がよくなされるとする。
匿名ながら、労働基準監督年報に掲載

される監督件数は、 つの現場であって
も、複数の業者（元請、下請、孫請等）
に是正勧告等を行えば複数件の監督とカ
ウントされるため、こうした法運用が監

督機関としての実績になる面もあるとの
意見もあった。
違反指摘の具体例には以下のようなも

のがある。
木造半地下 階建ての住宅工事現場で

建築工事を請け負っていた 次下請 の
現場責任者 （ の専務であり、現場責
任者）が、現場で建築中の建物の１ 床
上から地上に降りようと、足場から山積
みされていた木片（「ころび止め」。足場
板との間に約 ㎝の段差があった）を階
段代わりにして地上に降りようとして足
を乗せたところ、崩れてバランスを失い、
開口部から ｍほど下の地下まで墜落し、
脳挫傷で死亡した。
原因として、開口部に手すりや覆い、

囲い等の墜落防止措置が講じられていな
かったこと、本人が仮置きの木片を階段
代わりにしたこと、保護帽を着用してい
なかったこと、元請が下請に安全指示を
出していなかったこと等が考えられたこ
とから、元請は、安衛法第 条第 項
（安衛則第 条第 項）違反、 とそ
の社長は法第 条第 項（安衛則第
条第 項）違反で送検された（労働調査
会編『送検事例と労働災害平成 年版』
（労働調査会、平成 年） － 頁）。
その他、匿名ながら、第 条の 関係

で、マンションの管理組合から受注した
建物の外壁改修工事の施工中に石綿含有
塗材がみつかったにもかかわらず、当該
組合が施工業者に対し、それが含有され
ていないものとして工事をするよう求め
たケースがあったとの情報もあった（某
監督官）。
ハ 法第 条は、法第 条及び第

総括研究報告書（三柴 丈典）

条と両条の枝番号条規（以下、本項にお
いて「法第 条等」という）が定める特
定元方事業者や注文者（以下、本項にお
いて「特定元方事業者等」という）の義
務に対応する、その他の請負人及びその
労働者（以下、本項において「請負人等」
という）の義務を規定していること、
特定元方事業者等は、請負人等に対し

て指揮命令権を持たないため、法 条等
の実効性確保のため、本条が必要となっ
た経緯があり、旧労災防止団体法第 条
にも概ね同趣旨の規定があったこと、
ヒ 本条所定の措置は、法第 条に基

づき安衛則で、き束的に（：限定的に）
具体化されており、本条各項ごとに、以
下の 種類に分類され得ること、

）第 項により請負人が講じるべき措

置（法第 条第 項により、特定元方事

業者が講じるべき統括管理に対応する義

務）

協議組織への参加（安衛則第 条第

項）、統一標識による事故現場等の明示

と原則立入禁止措置（同第 条第 項・

第 項）等

）第 項により請負人が講じるべき措

置（法第 条の により製造業等の元方

事業者が講じるべき部分的な統括管理に

対応する義務）

クレーン等の運転に関する合図を元方

事業者が定めた統一基準に合わせること

（同第 条の 第 項）、有機溶剤等

の容器の統一箇所への集積（同第 条

の 第 項）等

）第 項により請負人が講じるべき措

置（法第 条の により建設業等の元方

事業者や被指名事業者が講じるべき爆

発・火災等での救護措置に対応する義務）

元方事業者らが行う労働者の救護に必

要な訓練への協力

）第 項により請負人が講じるべき措

置（法第 条により最先次の注文者が建

設物等について講じるべき措置（安衛則

第 条から第 条まで）に対応する

義務）

当該措置の不履行を認識次第注文者に

申し出ること（同第 条）、当該措置

のために注文者が行う点検補修等の措置

の受入れ（同前）

）第 項により請負人が講じるべき措

置（法第 条の により化学物質等の製

造等を行う設備の改造、清掃等、当該物

質へのばく露危険のある作業を伴う仕事

の注文者によるリスク関連情報の提供等

の労災防止措置に対応する義務）

最先次の注文者を注文者に読み替える

ほか、第 項に同じ

）第 項により労働者が講じるべき措

置（法第 条（特定元方事業者による統

括管理）、第 条の （製造業等元方事

業者による部分的統括管理）、第 条の

（建設業等元方事業者による爆発・火災

等の際の救護）、第 条（最先次の注文

者による建設物等にかかる労災防止措

置）、第 条の （化学物質等へのばく

露危険作業にかかるリスク関連情報の提

供）により元方事業者らが講じるべき措

置や、本条第 項から第 項に基づき、

これらに対応して請負人らが講じる措置

に対応する義務）

現段階で、具体的規定なし（そもそも

第 条による省令委任の対象外）

）第 項により請負人及び労働者が講
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じるべき措置（法第 条以下の諸規定に

より特定元方事業者、元方事業者、最先

次の注文者、請負人が講じる措置の実効

性確保のために発する指示に従う義務）

現段階で、具体的規定なし（そもそも

第 条による省令委任の対象外）

フ 元方事業者ら所定の上位者に課さ
れた義務の履行への対応措置を関係請負
人に義務づけた本条第 項から第 項、
その労働者を対象として同様の義務を課
した第 項には、法第 条が金 万円
以下の罰金を定めていること、
ヘ 法第 条は、違反指摘は少ない条

規であり、令和 年公表「労働基準関係

法令違反に関する公表事案」によれば、

令和元年 月 日から 年間で、違反件

数は 件だった。令和 年労働基準監督

年報（厚生労働省労働基準局、令和 年）

の定期監督等実施状況・法違反状況（令

和２年）でも、合計 件にとどまってい

た。

匿名ながら、労働者を対象とする是正

勧告は殆どなされないとの意見もあった。

玉泉孝次氏（元労働基準監督署長）に

よれば、少ないながら存在する適用例の

典型は、特定元方事業者が設置運営する

協議組織（法第 条第 項第 号、安衛

則第 条第 項第 号）に関係請負人

が参加しない場合（安衛則第 条第

項）であり、同氏自身にも送検の経験が

あるとのことであった。この場合には、

当然のように、特定元方事業者自身も安

衛則第 条第 項（すべての請負人が参

加する協議組織を設置運営すること）違

反で送検することになる。また、協議組

織に参加しない下請業者が複数あれば、

送検件数が増えるため、監督署として実

績になるとのことであった。

等が示されている。

8 淀川報告（第 4章第 33条～第 34
条）

（本文は完了、要約は未了） 

9 森山報告（第 4章第 35条、36条）

（本文は完了、要約は未了）

10 井村報告（第 5 章第 1 節第 37
条から第 41 条）

（本文は概ね完了。改訂箇所の要約は未
了）
井村報告は、法第 章に属する第 条

から第 条に至る分担範囲のうち、第
条と第 条について解説している。
同報告では、
ア 第 条は、ボイラー・圧力容器、

クレーン・ゴンドラ等、それ自体又はそ
の取扱いに危険を伴う機械等（特定機械
等（１ボイラー、２第一種圧力容器、３
つり上げ荷重 以上のクレーン（スタッ
カー式クレーンは 以上）、４ つり上げ
荷重 以上の移動式クレーン、５つり上
げ荷重 以上のデリック、６積載荷重
以上のエレベーター、 ガイドレールの
高さが 以上の建設用リフト（積載荷
重 未満のものを除く）、８ ゴンド
ラ））につき、構造規格への適合審査を経
て、製造許可を受けるべきことを定めて
いる。 ステップ・アプローチ（先ずは、
機械や建設プロジェクトの安全設計、ハ
ザードレベルの低い化学物質の採用など
の本質的な安全対策を講じ（ ステッ
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じるべき措置（法第 条以下の諸規定に

より特定元方事業者、元方事業者、最先

次の注文者、請負人が講じる措置の実効

性確保のために発する指示に従う義務）

現段階で、具体的規定なし（そもそも

第 条による省令委任の対象外）

フ 元方事業者ら所定の上位者に課さ
れた義務の履行への対応措置を関係請負
人に義務づけた本条第 項から第 項、
その労働者を対象として同様の義務を課
した第 項には、法第 条が金 万円
以下の罰金を定めていること、
ヘ 法第 条は、違反指摘は少ない条

規であり、令和 年公表「労働基準関係

法令違反に関する公表事案」によれば、

令和元年 月 日から 年間で、違反件

数は 件だった。令和 年労働基準監督

年報（厚生労働省労働基準局、令和 年）

の定期監督等実施状況・法違反状況（令

和２年）でも、合計 件にとどまってい

た。

匿名ながら、労働者を対象とする是正

勧告は殆どなされないとの意見もあった。

玉泉孝次氏（元労働基準監督署長）に

よれば、少ないながら存在する適用例の

典型は、特定元方事業者が設置運営する

協議組織（法第 条第 項第 号、安衛

則第 条第 項第 号）に関係請負人

が参加しない場合（安衛則第 条第

項）であり、同氏自身にも送検の経験が

あるとのことであった。この場合には、

当然のように、特定元方事業者自身も安

衛則第 条第 項（すべての請負人が参

加する協議組織を設置運営すること）違

反で送検することになる。また、協議組

織に参加しない下請業者が複数あれば、

送検件数が増えるため、監督署として実

績になるとのことであった。

等が示されている。

8 淀川報告（第 4章第 33条～第 34
条）

（本文は完了、要約は未了） 

9 森山報告（第 4章第 35条、36条）

（本文は完了、要約は未了）

10 井村報告（第 5 章第 1 節第 37
条から第 41 条）

（本文は概ね完了。改訂箇所の要約は未
了）
井村報告は、法第 章に属する第 条

から第 条に至る分担範囲のうち、第
条と第 条について解説している。
同報告では、
ア 第 条は、ボイラー・圧力容器、

クレーン・ゴンドラ等、それ自体又はそ
の取扱いに危険を伴う機械等（特定機械
等（１ボイラー、２第一種圧力容器、３
つり上げ荷重 以上のクレーン（スタッ
カー式クレーンは 以上）、４ つり上げ
荷重 以上の移動式クレーン、５つり上
げ荷重 以上のデリック、６積載荷重
以上のエレベーター、 ガイドレールの
高さが 以上の建設用リフト（積載荷
重 未満のものを除く）、８ ゴンド
ラ））につき、構造規格への適合審査を経
て、製造許可を受けるべきことを定めて
いる。 ステップ・アプローチ（先ずは、
機械や建設プロジェクトの安全設計、ハ
ザードレベルの低い化学物質の採用など
の本質的な安全対策を講じ（ ステッ
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プ）、残存するリスクに対して、機械停止
装置の装着、安全服の着用などの追加的
防護柵＝安全工学、衛生工学的対策を講
じ（ ステップ）、それでも残存するリ
スクに対して、安全教育などの人的措置
を講じる（ ステップ）、という 等で
原則化している予防の方法論）のうち、
ステップの履行確保を図る規定であり、
ステップの履行を図る規定、すなわち、

そうした機械等を取り扱う者に免許や講
習受講等の要件を課して、取扱いの適正
確保を図る法第 条等とは両輪の関係に
あること、
すなわち、本条は、危険を伴う機械や

有害物等につき、製造・流通段階での安
全化を図ろうとする安衛法に特徴的な規
制の一環であり、特定機械等を使用する
事業者ではなく、その製造者を対象とし
た規制であること、条文上、特定機械等
は、「特に危険な作業を必要とする機械等」
であって、別表に掲げられたもののうち
安衛法施行令で特定されたものに限られ
ており、安衛法制定以後追加されていな
いが、定めの趣旨や関係災害の実例から
すれば、施行令が定めるものに限る必然
性はなく、「特に危険な作業を要する機械
等」については、その構造上の欠陥や取
扱い方法の不備による災害発生の危険性
が高い機械など、適切な解釈を改めて検
討する必要があること、
施行令により、同条の対象とする特定

機械等のうち、ボイラーは、一定以上の
伝熱面積、最高使用圧力、胴の内径及び
内容積を持つ等の条件を全て充たすもの
に限定され、第一種圧力容器（内容物が
大気圧での沸点を超える温度の液体（飽

和液）であるものを指す）は、一定以上
の最高使用圧力、胴の内径、内容積を持
ち、容器内の圧力が大気圧を超える等の
条件を全て充たす容器に限定され（＊内
容物が気体のみである第二種圧力容器は
本条の対象とされていない）、クレーン、
リフト、ゴンドラも、（過去の災害例や事
業場での安全管理が適当か否か等の観点
から）施行令で定義されたものに限定さ
れていること、
本条所定の製造許可を受けずに特定機

械等を製造した者には、法第 条によ
り 年以下の懲役または 万円以下の
罰金に処せられ得ること、
イ 本条が規制対象とする特定機械等

については、現行安衛法の制定前から、
それぞれに安全規則が設けられて、製造、
設置等につき、検査による許可制度が定
められ、本条は、それらをほぼそのまま
継承する形で策定されたこと、例えば、
ボイラーについては、明治時代に各都

道府県で規制が始まり、東京では警視庁
が取締規則で構造規定に基づく検査と設
置許可を一体として定めた（製造自体の
規制ではなく、設置許可に際して検査合
格を求める内容）こと、その後、工場法
が行政官庁の裁量による使用停止命令を
定め、 年（昭和 年）には、関係
者からの全国的な統一基準整備の要請を
受け、内務省が構造規格、設置基準、取
扱責任者等を定めた汽罐取締令（内務省
令）を策定して、缶体検査と設置手続を
切り離し、缶体検査に合格していないボ
イラーの設置を禁じたこと（ただし、あ
くまで設置されるボイラーを対象とした
規制であって、設置者や販売者が検査を
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受けることもでき、製造者による製造自
体を規制する趣旨ではなかったこと）、

年（昭和 年）の労基法制定に際
して、旧安衛則が、ボイラーの高圧化の
流れを踏まえて、溶接を要するボイラー
の製造を許可制とし、 年（昭和
年）には、ボイラーの技術的進歩等を踏
まえてボイラー則が制定され、全てのボ
イラー・圧力容器を対象に製造許可制が
採用されたこと、現行のボイラー則は、

年（昭和 年）の現行安衛法制定
に伴い改定されたものであること、
クレーン等については、 年（昭和
年）に、労働者災害扶助法に基づき制

定された土木建築工事場安全及衛生規則
で、（当時は）デリックを中心とする起重
機等の巻上装置に関する規制（巻上装置
については、安全荷重をワイヤーの切断
荷重の 分の 以下とすること等、一定
のガイデリックについては、 本以上の
支鋼索を設けること等、昇降機について
は、支持金具が切断しても落下が防止さ
れる安全装置を設置すること等、基本的
な安全構造や性能などの定め）が行われ、
その後、 年（昭和 年）の労基法
制定に際して、旧安衛則第 条が、一
定以上の巻き上げ能力や大きさを持つ起
重機等の揚重機につき設置認可制を採用
したが、クレーンの技術革新、クレーン
や建設用リフトが果たす役割の増大、関
連労災の多発等を受けて、 年（昭和

年）に旧クレーン則が制定されて、初
めて製造許可制が採用されていたこと、
ゴンドラについては、戦前に特段の規

制は存しなかったようだが、 年（昭
和 年）に、労基法第 条第 項が、

特に危険な作業を必要とする機械器具に
つき、製造許可制を定めたが、その対象
にゴンドラは含まれず、 年（昭和
年 に、旧安衛則第 条の 第 号が、
巻上機に適切に作動する制御装置を設置
するよう定めた後、 年（昭和 年）
に、高層ビルの建設ラッシュによるゴン
ドラへの需要拡大と関連労災の多発等を
受け、ゴンドラ安全規則が制定され、製
造許可制が採用されたこと、
イ 関係する災害例をみると、ボイラ

ーについては、 年（明治 年）に
石川県金沢市の大鋸谷（おがや）製作所
で死者 名、負傷者 名に達する破裂事
故が起き、農商務省の技師による調査で、
事前に原料や構造の検査を受け、熟練者
が取り扱っていれば防げたと指摘され、
ボイラー則が制定される直前の 年
（昭和 年）にも、横浜市鶴見区の製菓
工場で、缶体の圧力を調整する安全弁の
不備等による爆発事故が起き、死者 名、
重傷者 名を生じる等の災害が発生して
いたこと、
クレーン等については、 年（昭和
年）に上野松坂屋の工事現場で重量物

をつり上げようとした起重機が垂直に設
置されていなかったため、支えとなるワ
イヤーも切断されて横倒しとなる事故が
起き、死者 名、重軽傷者 名以上を生
じ、 年（昭和 年）に東京上野の地
下鉄工事現場で、支えとなるワイヤーの
品質の問題でエレベータが墜落し、 名
が重軽傷を負い、クレーン則策定 年前
の 年（昭和 年）にも、川崎製鉄
千葉製鉄所で、マスト（主柱。高さ ｍ）
を補強する溶接が不完全だったことで、
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受けることもでき、製造者による製造自
体を規制する趣旨ではなかったこと）、

年（昭和 年）の労基法制定に際
して、旧安衛則が、ボイラーの高圧化の
流れを踏まえて、溶接を要するボイラー
の製造を許可制とし、 年（昭和
年）には、ボイラーの技術的進歩等を踏
まえてボイラー則が制定され、全てのボ
イラー・圧力容器を対象に製造許可制が
採用されたこと、現行のボイラー則は、

年（昭和 年）の現行安衛法制定
に伴い改定されたものであること、
クレーン等については、 年（昭和
年）に、労働者災害扶助法に基づき制

定された土木建築工事場安全及衛生規則
で、（当時は）デリックを中心とする起重
機等の巻上装置に関する規制（巻上装置
については、安全荷重をワイヤーの切断
荷重の 分の 以下とすること等、一定
のガイデリックについては、 本以上の
支鋼索を設けること等、昇降機について
は、支持金具が切断しても落下が防止さ
れる安全装置を設置すること等、基本的
な安全構造や性能などの定め）が行われ、
その後、 年（昭和 年）の労基法
制定に際して、旧安衛則第 条が、一
定以上の巻き上げ能力や大きさを持つ起
重機等の揚重機につき設置認可制を採用
したが、クレーンの技術革新、クレーン
や建設用リフトが果たす役割の増大、関
連労災の多発等を受けて、 年（昭和

年）に旧クレーン則が制定されて、初
めて製造許可制が採用されていたこと、
ゴンドラについては、戦前に特段の規

制は存しなかったようだが、 年（昭
和 年）に、労基法第 条第 項が、

特に危険な作業を必要とする機械器具に
つき、製造許可制を定めたが、その対象
にゴンドラは含まれず、 年（昭和
年 に、旧安衛則第 条の 第 号が、
巻上機に適切に作動する制御装置を設置
するよう定めた後、 年（昭和 年）
に、高層ビルの建設ラッシュによるゴン
ドラへの需要拡大と関連労災の多発等を
受け、ゴンドラ安全規則が制定され、製
造許可制が採用されたこと、
イ 関係する災害例をみると、ボイラ

ーについては、 年（明治 年）に
石川県金沢市の大鋸谷（おがや）製作所
で死者 名、負傷者 名に達する破裂事
故が起き、農商務省の技師による調査で、
事前に原料や構造の検査を受け、熟練者
が取り扱っていれば防げたと指摘され、
ボイラー則が制定される直前の 年
（昭和 年）にも、横浜市鶴見区の製菓
工場で、缶体の圧力を調整する安全弁の
不備等による爆発事故が起き、死者 名、
重傷者 名を生じる等の災害が発生して
いたこと、
クレーン等については、 年（昭和
年）に上野松坂屋の工事現場で重量物

をつり上げようとした起重機が垂直に設
置されていなかったため、支えとなるワ
イヤーも切断されて横倒しとなる事故が
起き、死者 名、重軽傷者 名以上を生
じ、 年（昭和 年）に東京上野の地
下鉄工事現場で、支えとなるワイヤーの
品質の問題でエレベータが墜落し、 名
が重軽傷を負い、クレーン則策定 年前
の 年（昭和 年）にも、川崎製鉄
千葉製鉄所で、マスト（主柱。高さ ｍ）
を補強する溶接が不完全だったことで、
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ウィンチでアーム（長さ ｍ）をつり上
げようとした際にマストが倒れ、アーム
と共に崩れ落ちて死者 名、重軽傷 名
を生じる等の災害が発生していたこと、
ゴンドラについては、 年（昭和

年）に東京渋谷の西武百貨店で窓清掃作
業中のゴンドラをつっているクレーン部
分のギアのかみ合わせの問題からギアが
外れてゴンドラが落下し、下を歩いてい
た小学生 名を含む 名が死亡する等の
災害が発生していたこと、
以上のうちゴンドラの災害は、明らか

にゴンドラ安全規則の制定を後押しした
こと、
ウ 特定機械等の製造許可申請を行う

製造者（ボイラーの場合、一定条件を充
たす廃止されたボイラーの改修者も含ま
れる）が遵守すべき申請手続きについて
は、ボイラー則、クレーン則等の機械等
ごとの個別の安全規則に定められており、
概ね所轄の都道府県労働局長へ予め申請
すべきだが、既に許可を受けたものと同
一の型式であれば不要であること、添付
すべき書類は定められており、それには、
その構造を示す図面のほか、ボイラーの
場合、強度計算、製造・検査のための設
備（製品そのものではなく、製品を製造
し、検査するための設備を審査する趣旨）、
工作責任者の経歴、工作者の資格・数、
溶接による場合、溶接施工法試験（溶接
継手の強度試験や非破壊検査等の性能試
験など）結果、クレーンの場合、強度計
算（機械等の構造及び部材の作業上発生
する負荷に対する耐性。通常、材料の強
度と装置の許容応力（構造上の強度（圧
力容器に関する日本工業規格によって規

定された設計上許容される応力の限界。
材料の種類，温度，応力などの種類によ
って異なる（ ： ）））から安
全率を算出する）の基準（ただし、実務
上は、計算式のみでなく、計算結果まで
添付が求められている）、製造過程で行う
検査設備、主任設計者と工作責任者の経
歴等が定められていること（ボイラーの
場合と違って、設計者の記載を求めてい
るのは、ボイラーの場合、製造上の問題
が重大災害を招く可能性が高いのに対し、
クレーン・ゴンドラでは、設計段階での
構造上の問題が重大災害を招く可能性が
高いとの認識があったものと察せられる）、
また、申請を行う製造者が準拠すべき製
造許可基準も公表されていること、
エ 関連判例に富士ブロイラー事件静

岡地判昭和 年 月 日があり、原告会
社が購入した乾燥機に設計とは異なる製
造上の問題があったことで、原料投入口
の鉄蓋（てつのふた）が吹き飛び、同機
内の鶏の肉片等が付近の住宅等に飛散し、
操業停止から廃業を余儀なくされたため、
同機の製造ないし落成に際し、構造検査
（ボイラーや第一種圧力容器を対象に、
その製造後、許可を受けた図面通りに製
造されたか否かについて、登録製造時等
検査機関が行う検査）等（以下の枠内参
照）を適正に実施せず、安衛法上の諸規
則が定める許可基準を充たさないのに検
査に合格させた等として、国を相手方と
して不法行為損害賠償請求をした事案に
つき、判決は、安衛法上の第一種圧力容
器に関する諸規則が、製造許可、構造検
査、落成検査等の審査手続きを行うのは、
労働安全衛生行政の実施を目的とし（≒
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主に労働者の保護を目的とし、なおかつ
結果の担保はしない）、国が事業者に対し
てその安全性を保証する制度ではなく、
仮に規格適合性審査が不十分な容器が設
置されることになっても、事業者との関
係では違法性を論ずる余地はないとし、
控訴審（東京高判昭和 年 月 日）
も、この機械と同型の機械が既に製造許
可を受けていたため、ボイラー則上、新
たに製造許可を受ける必要はなかったこ
とを述べたうえ、原審と同趣旨の判断を
示したこと、
【諸種の検査 】
「ボイラー及び第一種圧力容器」につ
いて
）溶接検査
溶接によって製造されるものについて
登録製造時等検査機関又は都道府県労
働局長が行なう検査
）構造検査
製造されたものについて登録製造時等
検査機関又は都道府県労働局長が行な
う検査
）使用検査
輸入されたもの、使用を廃止したもの
を再び設置するもの等について登録製
造時等検査機関又は都道府県労働局長
が行なう検査
）落成検査
設置工事落成時に所轄労働基準監督署
長が行なう検査
）変更検査
法定の部分を変更したときに所轄労働
基準監督署長が行なう検査

ボイラ・クレーン協会の サイト
（

）使用再開検査
休止したものを再び使用しようとする
ときに所轄労働基準監督署長が行なう
検査
）性能検査
検査証の有効期間の更新を受けようと
するときに厚生労働大臣の登録を受け
た登録性能検査機関が行なう検査

「移動式クレーン及びゴンドラ」
）製造検査
製造されたものについて都道府県労働
局長が行なう検査
）使用検査
同上（ただし、検査者は都道府県労働
局長）
）変更検査
同上
）使用再開検査
同上
）性能検査
同上

「クレーン、エレベーター」について
）落成検査、 ）変更検査、 ）使用再
開検査、 ）性能検査、について同上

エ 第 条は、ボイラー、クレーン等
の特定機械等（１ボイラー、２第一種圧
力容器、３つり上げ荷重 以上のクレー
ン（スタッカー式クレーンは 以上）、
４つり上げ荷重 以上の移動式クレーン、
５つり上げ荷重 以上のデリック、６積
載荷重 以上のエレベーター、 ガイド

最終閲覧日 年 月
日）。
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主に労働者の保護を目的とし、なおかつ
結果の担保はしない）、国が事業者に対し
てその安全性を保証する制度ではなく、
仮に規格適合性審査が不十分な容器が設
置されることになっても、事業者との関
係では違法性を論ずる余地はないとし、
控訴審（東京高判昭和 年 月 日）
も、この機械と同型の機械が既に製造許
可を受けていたため、ボイラー則上、新
たに製造許可を受ける必要はなかったこ
とを述べたうえ、原審と同趣旨の判断を
示したこと、
【諸種の検査 】
「ボイラー及び第一種圧力容器」につ
いて
）溶接検査
溶接によって製造されるものについて
登録製造時等検査機関又は都道府県労
働局長が行なう検査
）構造検査
製造されたものについて登録製造時等
検査機関又は都道府県労働局長が行な
う検査
）使用検査
輸入されたもの、使用を廃止したもの
を再び設置するもの等について登録製
造時等検査機関又は都道府県労働局長
が行なう検査
）落成検査
設置工事落成時に所轄労働基準監督署
長が行なう検査
）変更検査
法定の部分を変更したときに所轄労働
基準監督署長が行なう検査

ボイラ・クレーン協会の サイト
（

）使用再開検査
休止したものを再び使用しようとする
ときに所轄労働基準監督署長が行なう
検査
）性能検査
検査証の有効期間の更新を受けようと
するときに厚生労働大臣の登録を受け
た登録性能検査機関が行なう検査

「移動式クレーン及びゴンドラ」
）製造検査
製造されたものについて都道府県労働
局長が行なう検査
）使用検査
同上（ただし、検査者は都道府県労働
局長）
）変更検査
同上
）使用再開検査
同上
）性能検査
同上

「クレーン、エレベーター」について
）落成検査、 ）変更検査、 ）使用再
開検査、 ）性能検査、について同上

エ 第 条は、ボイラー、クレーン等
の特定機械等（１ボイラー、２第一種圧
力容器、３つり上げ荷重 以上のクレー
ン（スタッカー式クレーンは 以上）、
４つり上げ荷重 以上の移動式クレーン、
５つり上げ荷重 以上のデリック、６積
載荷重 以上のエレベーター、 ガイド

最終閲覧日 年 月
日）。

総括研究報告書（三柴 丈典）

レールの高さが 以上の建設用リフト
（積載荷重 未満のものを除く）、８
ゴンドラ）の安全確保のため、製造する
こと自体についての許可制度（第 条）
とは別に、実際に製造・輸入された機械
等が構造規格に適合しているか否か等に
関するチェックの実施を求めた規定であ
り、ボイラーなど定置式の機械について
は据付工事の適正等のチェック、主要な
構造部分を変更した際には強度の維持の
チェックが必要となるため、それらの検
査を求めていること、
第 項及び第 項は、製造時等（製造

直後、輸入時、再設置時）に際して、構
造規格適合性などをチェックするため、
専門性を要し、都道府県労働局長や登録
製造時等検査機関（法第 条に基づき、
製造時等検査にかかる所定の設備・検査
員の要件に適合しているとして厚生労働
大臣に登録された機関）が行う検査を定
めており、第 項は、設置時、主要構造
部分変更、休止後再開に際して労基署長
が行う現場での稼働状況に関する検査を
定めていること、
本条所定のボイラーの検査は、元は、

汽罐取締令に基づき、設置前、落成時、
変更工事後、休止後再開時に行政機関が
行い、有効期間満了後の継続使用に際し
ての性能検査は、行政機関やその代行機
関が行ってきたが、労基法施行後、製造
時検査（製造、設置、使用等における検
査）が加わり、溶接によるボイラーにつ
いては溶接検査も義務づけられたほか、
第一種圧力容器にもボイラーと同様の検
査が義務づけられた経緯があること、ク
レーン、デリック、エレベーター、建設

用リフト等についても、労基法施行後、
設置（落成）時、主要構造部分変更時の
検査に加え、認可の有効期間満了後の性
能検査が義務づけられたこと、その後、
旧クレーン則と旧ゴンドラ則の制定に伴
い、移動式クレーンやゴンドラの製造時
検査（製造、設置、使用等における検査）
の義務が追加されたこと、すなわち、本
質的安全化へ向けて、製造段階への介入
が図られてきた経緯があること、また、
民間活力活用等の観点から、登録製造時
等検査機関による製造時等検査の対象が
拡大されてきた（平成 年のボイラー則
改正で、その対象となる特別特定機械等
の範囲が従前の廃熱ボイラーからボイラ
ー及び第一種圧力容器に拡大された）こ
と、
第 項は、外国の製造者が、特定機械

等を日本に輸入する際に、輸入業者によ
らず、自らが直接、都道府県労働局長や
代行業者の検査を受けられることを規定
したもので、検査・検定制度等による貿
易摩擦の解消のため、昭和 年改正で追
加された後、平成 年改正で、外国でも
検査を受けられるようにする趣旨で改正
された経緯があること、
オ 第 項・第 項が定める都道府県

労働局長等が行う製造時等（製造時、輸
入時、再設置時）の検査には、
①製造時検査（製造、設置、使用等に

おける検査）、
②輸入時検査、
③所定期間（ボイラー等につき原則

年。移動式クレーンにつき原則 年）に
わたり設置（定置式の特定機械等の据付
及び使用）されなかったものの設置時検
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査（性格的に使用開始時検査に近く、休
止後再開検査などとは異なる）、
④使用（移動式の特定機械等の利用）

廃止後の再設置・再使用時検査（同前）
の つがあり、このうち②～④は、ボ

イラー等につき、設置の前段階で構造要
件の具備状況を確認しようとするもので、
使用開始時の検査との趣旨で「使用検査」
と呼ばれ、設置者や使用者に受検義務が
課されていること（ボイラー則第 条、
第 条、クレーン則第 条、ゴンドラ
則第 条） 、ボイラー則第 条の によ
りボイラーと第一種圧力装置が指定され
ている「特別特定機械等」は、登録製造
時等検査機関により、それ以外は都道府
県労働局長により検査されることとなっ
ていること、
①製造時検査（製造、設置、使用等に

おける検査）には、溶接によるボイラー
や第一種圧力装置の溶接検査、ボイラー
等の製造後の構造検査（ボイラーや第一
種圧力容器を対象に、その製造後、許可
を受けた図面通りに製造されたか否かに
ついて、登録製造時等検査機関が行う検
査。構造検査の受検に際しては、ボイラ
ーや圧力容器の種類、最高使用圧力、伝
熱面積や内容積、製造許可年月日等の明
細書を添えて登録製造時等検査機関等に
申請せねばならない（ボイラー則第 条
第 項、第 条第 項））、移動式クレー
ンやゴンドラの製造後の製造検査がある
こと（ボイラー則第 条、第 条、第

ただし、流通前段階での使用検査が望
ましいため、特定機械等の譲渡・貸与者
が譲渡・貸与前に受検できることとなっ

条、第 条、クレーン則第 条、ゴン
ドラ則第 条）、
検査の申請者が遵守すべき措置につい

ては、検査類型ごとに具体的規定が設け
られており、例えば、移動式クレーンの
製造検査では、
・検査しやすい位置に置くこと
・荷重・安定度試験のための荷・玉掛

け用具を準備すること
が求められている（クレーン則第 条

第 項）ほか、都道府県労働局長が必要
事項を命じられる（クレーン則第 条第
項）こととされていること、使用検査

にも、こうした製造検査等の規定が準用
されていること（ボイラー則第 条な
ど）、ボイラーと第一種圧力容器の構造検
査の方法については、行政通達として
「登録製造時等検査機関が行う製造時等
検査、登録個別検定機関が行う個別検定
及び登録型式検定機関が行う型式検定の
適正な実施について」（平成 年 月
日基発第 号）の別紙に「製造時
検査にかかる検査の方法等」が定められ
ていること、構造検査には、①設計審査、
②材料検査、③外観検査、④水圧検査、
⑤付属品検査等があること、
溶接検査は、ボイラー及び第一種圧力

容器の溶接による製造者が、構造検査前
に受検せねばならないが、重要なのは圧
縮応力（ある部分に圧縮力がかかる場合
の耐性）なので、それ以外の応力が問わ
れる部分に溶接が施されていても、溶接

ている（昭和 年 月 日基発第
号）。
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査（性格的に使用開始時検査に近く、休
止後再開検査などとは異なる）、
④使用（移動式の特定機械等の利用）

廃止後の再設置・再使用時検査（同前）
の つがあり、このうち②～④は、ボ

イラー等につき、設置の前段階で構造要
件の具備状況を確認しようとするもので、
使用開始時の検査との趣旨で「使用検査」
と呼ばれ、設置者や使用者に受検義務が
課されていること（ボイラー則第 条、
第 条、クレーン則第 条、ゴンドラ
則第 条） 、ボイラー則第 条の によ
りボイラーと第一種圧力装置が指定され
ている「特別特定機械等」は、登録製造
時等検査機関により、それ以外は都道府
県労働局長により検査されることとなっ
ていること、
①製造時検査（製造、設置、使用等に

おける検査）には、溶接によるボイラー
や第一種圧力装置の溶接検査、ボイラー
等の製造後の構造検査（ボイラーや第一
種圧力容器を対象に、その製造後、許可
を受けた図面通りに製造されたか否かに
ついて、登録製造時等検査機関が行う検
査。構造検査の受検に際しては、ボイラ
ーや圧力容器の種類、最高使用圧力、伝
熱面積や内容積、製造許可年月日等の明
細書を添えて登録製造時等検査機関等に
申請せねばならない（ボイラー則第 条
第 項、第 条第 項））、移動式クレー
ンやゴンドラの製造後の製造検査がある
こと（ボイラー則第 条、第 条、第

ただし、流通前段階での使用検査が望
ましいため、特定機械等の譲渡・貸与者
が譲渡・貸与前に受検できることとなっ

条、第 条、クレーン則第 条、ゴン
ドラ則第 条）、
検査の申請者が遵守すべき措置につい

ては、検査類型ごとに具体的規定が設け
られており、例えば、移動式クレーンの
製造検査では、
・検査しやすい位置に置くこと
・荷重・安定度試験のための荷・玉掛

け用具を準備すること
が求められている（クレーン則第 条

第 項）ほか、都道府県労働局長が必要
事項を命じられる（クレーン則第 条第
項）こととされていること、使用検査

にも、こうした製造検査等の規定が準用
されていること（ボイラー則第 条な
ど）、ボイラーと第一種圧力容器の構造検
査の方法については、行政通達として
「登録製造時等検査機関が行う製造時等
検査、登録個別検定機関が行う個別検定
及び登録型式検定機関が行う型式検定の
適正な実施について」（平成 年 月
日基発第 号）の別紙に「製造時
検査にかかる検査の方法等」が定められ
ていること、構造検査には、①設計審査、
②材料検査、③外観検査、④水圧検査、
⑤付属品検査等があること、
溶接検査は、ボイラー及び第一種圧力

容器の溶接による製造者が、構造検査前
に受検せねばならないが、重要なのは圧
縮応力（ある部分に圧縮力がかかる場合
の耐性）なので、それ以外の応力が問わ
れる部分に溶接が施されていても、溶接

ている（昭和 年 月 日基発第
号）。

総括研究報告書（三柴 丈典）

検査は不要であること、溶接検査の受検
者は、溶接作業への着手前に検査機関に
申請せねばならないこと（ボイラー則第
条第 項）、受検の際には、実物と同一

材料で作成された試験板を実物と同一条
件で溶接すること等が求められること
（ボイラー構造規格第 条）、溶接検査
では、ミルシート（鋼材の材質を証明す
る書類）との照合等による材料検査、接
合部分に開先を作って溶接金属を埋め込
む突合わせ溶接の構造規格規定適合性の
検査（開先検査）、外観のひび割れ、溶接
のはみ出し等の検査（外観検査）、溶接部
分の強度を確認するための試験板の引張
試験、表曲げ試験などの破壊検査（機械
試験）、放射線による非破壊検査（放射線
検査）などが行われること、
第 項が受検を求めているのは、特定

機械等を「製造し、若しくは輸入した
者」、・・・再設置又は再使用を図る者で
あり、この製造者には、法第 条の製造
許可を得るべき者が該当し、輸入者には、
外国製造者と国内の輸入業者等が該当す
ること、
カ 外国の製造者が、国内でも事業展

開していて、自ら特定機械等を輸入した
場合や製造者以外の国内の輸入業者等が
輸入した場合には、第 項所定の「輸入
した者」に該当し、自ら同項に従い受検
する義務を負うが、外国の製造者が外国
での受検を希望するか、国内の輸入業者
等による受検を希望しない場合（＝自ら
による受検を希望する場合）、自ら国外又
は国内で、受検でき、この場合、国内の
輸入業者等は受検義務を免除されること
（本条第 項但書）、これは、貿易摩擦の

解消のため、外国の製造者が、特定機械
等を日本に輸入する際に、輸入業者によ
らず、自らが直接、検査を受けられるよ
う図ったものであること、
キ 本条第 項は、特定機械等の設置

とそれ以後の検査を定めており、これに
は、
①設置（落成）時検査（ボイラー等に

ついては、本体とその配管等、クレーン、
デリック等については、その各部分の構
造と機能を対象に行われる（ボイラー則
第 条、第 条、クレーン則第 条、
第 条、第 条、第 条）。移動式
機械やゴンドラについては、その性質上、
この検査は行われない）、逆に、クレーン、
デリック、エレベーター、建設用リフト、
簡易リフトについては、設置状況の検査
が重要であることから、クレーン則で、
製造時等（製造時、輸入時、再設置時）
の構造検査よりこの検査の実施が求めら
れていること、
②所定の主要部分の変更時検査、
③休止後再開検査、
の つがあること、ボイラー等は、第
項、第 項所定の使用検査での合格が

受検の前提とされていること（ボイラー
則第 条第 項、第 条第 項）、クレ
ーン、デリック、エレベータ、建設用リ
フトについては、やはり、製造検査等と
同様に、検査の申請者が遵守すべき措置
等が定められていること（クレーン則第
条など）、
②における所定の主要部分とは、例え

ばゴンドラの場合、作業床、アーム等、
昇降装置、制御装置、ワイヤロープ等が
該当すること、検査の申請者が遵守すべ
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き措置等については、やはり製造検査等
と同様に、関係規定（ボイラー等：構造
検査の関係規定、クレーン等：落成検査
の関係規定、移動式クレーン等：製造検
査の関係規定）を準用する形で定められ
ていること（ボイラー則第 条第 項な
ど）、
③の休止後再開検査は、検査証の有効

期間経過後の継続使用に際して法第 条
第 項により受検が求められる性能検査
などとは異なり、検査証の有効期間中に
休止の報告を提出して休止させた後、有
効期間徒過後に再度使用しようとする際
に労基署長により行われるもので、ボイ
ラー則第 条、第 条、クレーン則第
条、第 条、第 条、第 条、

ゴンドラ則第 条などに定めがあること、
この検査についても、検査の申請者が

遵守すべき措置等については、関係規定
（ボイラー等：構造検査の関係規定、ク
レーン等：落成検査の関係規定、移動式
クレーン等：製造検査の関係規定）を準
用する形で定められていること（クレー
ン則第 条など）、
休止報告せずに検査証の有効期間を超

えて休止した特定機械等の再使用に際し
ては、有効期間満了により元の検査証が
失効するので、改めて検査証を受けねば
ならない（定置式のもの：落成検査、移
動式のもの：使用検査まで遡って受検す
る必要がある）が、通達により、検査証
の有効期間を ヶ月以上徒過したか否か
のほか、一部は機械等が移動式か否かに
よって、取扱いが分けられていること
（昭和 年 月 日基発第 号）、例
えば、 ヶ月以上徒過した場合、本条第

項の廃止後再設置を求める者に当たり、
使用検査と同第 項の落成検査が求めら
れること、
ク 本条第 項違反者（同条に基づく

構造検査、溶接検査、製造検査、使用検
査を受けなかった者）は、法第 条第
号により か月以下の懲役または 万

円以下の罰金に処せられること、
ケ 本条は、第 条と同様に、特定機

械等の製造・設置上の瑕疵による災害の
発生を背景に制定されたものであること、
ケ 第 条の関連判例である富士ブロ

イラー事件高裁判決は、本条に基づく検
査の趣旨について、製造者、設置者が製
造、設置した機械の安全性を規則や構造
規格に従って確認するだけのもので、そ
れ以上に包括的で綿密な検査をするわけ
ではなく、主な保護対象は労働者であっ
て、製造者や設置者の、機械の安全性確
保による営業の継続や、事故による損害
の発生防止は反射的利益でしかない旨を
述べたこと、
コ 法第 条は、使用する特定機械等

が第 条所定の各種検査（構造検査、溶
接検査、使用検査、変更検査、使用再開
検査）に合格したことを関係者が確認で
きるよう、検査証の交付や裏書きについ
て定めたものであること、
サ 法第 条は、法第 条所定の各

種検査（構造検査、溶接検査、使用検査、
変更検査、使用再開検査）に合格した特
定機械等の使用により安全が確保される
よう、第 条所定の検査証を交付されな
い機械等は使用できないこと、譲渡・貸
与の際に検査証を伴うべきことを定めた
ものであること、

－ 74 －



総括研究報告書（三柴 丈典）

き措置等については、やはり製造検査等
と同様に、関係規定（ボイラー等：構造
検査の関係規定、クレーン等：落成検査
の関係規定、移動式クレーン等：製造検
査の関係規定）を準用する形で定められ
ていること（ボイラー則第 条第 項な
ど）、
③の休止後再開検査は、検査証の有効

期間経過後の継続使用に際して法第 条
第 項により受検が求められる性能検査
などとは異なり、検査証の有効期間中に
休止の報告を提出して休止させた後、有
効期間徒過後に再度使用しようとする際
に労基署長により行われるもので、ボイ
ラー則第 条、第 条、クレーン則第
条、第 条、第 条、第 条、

ゴンドラ則第 条などに定めがあること、
この検査についても、検査の申請者が

遵守すべき措置等については、関係規定
（ボイラー等：構造検査の関係規定、ク
レーン等：落成検査の関係規定、移動式
クレーン等：製造検査の関係規定）を準
用する形で定められていること（クレー
ン則第 条など）、
休止報告せずに検査証の有効期間を超

えて休止した特定機械等の再使用に際し
ては、有効期間満了により元の検査証が
失効するので、改めて検査証を受けねば
ならない（定置式のもの：落成検査、移
動式のもの：使用検査まで遡って受検す
る必要がある）が、通達により、検査証
の有効期間を ヶ月以上徒過したか否か
のほか、一部は機械等が移動式か否かに
よって、取扱いが分けられていること
（昭和 年 月 日基発第 号）、例
えば、 ヶ月以上徒過した場合、本条第

項の廃止後再設置を求める者に当たり、
使用検査と同第 項の落成検査が求めら
れること、
ク 本条第 項違反者（同条に基づく

構造検査、溶接検査、製造検査、使用検
査を受けなかった者）は、法第 条第
号により か月以下の懲役または 万

円以下の罰金に処せられること、
ケ 本条は、第 条と同様に、特定機

械等の製造・設置上の瑕疵による災害の
発生を背景に制定されたものであること、
ケ 第 条の関連判例である富士ブロ

イラー事件高裁判決は、本条に基づく検
査の趣旨について、製造者、設置者が製
造、設置した機械の安全性を規則や構造
規格に従って確認するだけのもので、そ
れ以上に包括的で綿密な検査をするわけ
ではなく、主な保護対象は労働者であっ
て、製造者や設置者の、機械の安全性確
保による営業の継続や、事故による損害
の発生防止は反射的利益でしかない旨を
述べたこと、
コ 法第 条は、使用する特定機械等

が第 条所定の各種検査（構造検査、溶
接検査、使用検査、変更検査、使用再開
検査）に合格したことを関係者が確認で
きるよう、検査証の交付や裏書きについ
て定めたものであること、
サ 法第 条は、法第 条所定の各

種検査（構造検査、溶接検査、使用検査、
変更検査、使用再開検査）に合格した特
定機械等の使用により安全が確保される
よう、第 条所定の検査証を交付されな
い機械等は使用できないこと、譲渡・貸
与の際に検査証を伴うべきことを定めた
ものであること、
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シ 法第 条は、特定機械等は、一定
期間の経過による腐食・摩耗等が不可避
であることを前提に、検査証の有効期間
を定め、定期的に（：期間満了前に）性
能検査を受検するよう義務づけたもので
あること、第 項は名宛人を定めず、第
項は検査証の有効期間の更新を受けよ

うとする者としており、所有者、貸与者、
被貸与者等を想定していると解されるこ
と、有効期間は省令で定められ、期間更
新のための検査は、登録性能検査機関が
行うべきこととされていること、
ス 公益社団法人ボイラ・クレーン安

全協会事件東京地判平成 年 月 日
では、登録性能検査機関である公益社団
法人（原告）の検査員が、ある工場に設
置された特定機械等である天井クレーン
（本件クレーン）につき、本条第 項に
基づき、 回にわたり性能検査を行い、
有効期間を延長したが、本件クレーンに
設置された歩道は、工場の天井のはりか
ら手すりまでが 、歩道の底までが

しかなく、クレーン則第 条が定
める離隔基準（はり等の建物部分と走行
クレーンの最後部（歩道の手すり等）の
間が 以上、クレーンガーダの歩道と
はり等の間が 以上）に反していた。

（ の サ イ ト
（

最終
閲覧日 年 月 日））

その後、本件クレーンの整備を担当す
る労働者が天井のはりと当該クレーン上
の歩道の手すりの間に挟まれて死亡する
災害が発生したため、厚生労働省が、原
告に業務停止命令と業務改善命令を発令
したところ、原告は、要約、性能検査
（検査証の有効期間の更新を受けようと
するときに厚生労働大臣の登録を受けた
登録性能検査機関が行なう検査）は機械
自体の構造に関する構造規格に基づいて
行えばよく、当該規格には機械の構造に
は直接関わらない離隔基準が定められて
いなかったので、違法はないなどと主張
して処分の取消を求めた事案につき、判
決は、「性能検査に関する・・・安衛法及
びクレーン則の構造、内容等を前提とす
ると、登録性能検査機関は、性能検査に
おいて、クレーンの各部分の構造及び機
能について点検を行う必要があり、その
際、検査の対象となるクレーンがクレー
ン則 条の規定に適合していることにつ
いてもこれを検査しなければならないな
どとして、原告の請求を棄却したこと、
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その際、安衛法第 条の （登録製造
時等検査機関に関する第 条から第
条の の定めを登録性能検査機関に準用
することを定めた規定）により登録性能
検査機関に準用される第 条第 項（登
録製造時等検査機関が製造時等検査を行
う際、省令所定の検査方法を講じるべき
ことを定めた規定）が、登録性能検査機
関の義務として、特定機械等の構造等が
所定基準に適合しない限り、製造許可を
出してはならない旨定めている以上、性
能検査に際してクレーン則第 条との適
合性の審査も行うべきことになるとの解
釈論を述べたこと、
等が示されている。

11 森山報告（第 5 章第 1 節第 42
条～第 44 条の 2）
（本文は一部完了、要約は未了）

12 淀川報告（第 5 章第 1 節第 44
条の 3～第 54 条の 6）
（本文は完了、要約は未了）

13 長谷川報告（第 5章第 2節第 55
条～第 58 条）

（本文完了、適用の実際の要約のみ未
了）
長谷川報告は、第 章第 節に属する

第 条から第 条について解説してい

概ね、製造設備の密閉構造化、製造設
備設置場所の清掃の容易化、製造・使用
者を名宛人とした適任者の選任、物質の
容器を堅固なものとし、物質の成分を表
示すること、一定の場所に保管し表示す

る。これらの条項は、化学物質の社会的
必要性とリスク管理の均衡を目指して、
全ての物質の製造や使用を禁じるのでは
なく、その危険有害性（やその判明の程
度）等に応じて、製造者や譲渡提供者に
対して、製造禁止から、有害性やリスク
の伝達、表示など、段階的な規制をかけ
ると共に、製造・輸入を行う事業者に対
して有害性の調査を求めており、化学物
質に関する規制条文の中では、主に製造
流通段階での規制を行っている点に特徴
がある。
同報告では、
ア 法第 条は、職業がん等の職業性

疾病を発生させるような有害性が強く、
今の技術では管理できない物―特に新規
化学物質―の製造、輸入、譲渡、提供、
使用（「製造等」）を禁じたものなので、
対象に新規物質が追加される可能性があ
ると共に、管理技術の発展により除外さ
れる可能性もあること、他方で、今後も
利用可能性がある等の事情から試験研究
を目的とする場合、政令で定める一定要
件―①予め都道府県労働局長の許可を受
けること、②大臣基準（特化則第 条、
石綿則第 条に定め有り ）に従い製
造・使用すること（施行令第 条第 項
第 号、第 号）―下での製造、輸入、
使用を認めていること、
本条所定の製造等禁止物質は、国際条

ること、不浸透性の保護前掛・保護手袋
を使用すること、製造設備設置場所への
立ち入り禁止措置等の規制が設けられて
いる。
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その際、安衛法第 条の （登録製造
時等検査機関に関する第 条から第
条の の定めを登録性能検査機関に準用
することを定めた規定）により登録性能
検査機関に準用される第 条第 項（登
録製造時等検査機関が製造時等検査を行
う際、省令所定の検査方法を講じるべき
ことを定めた規定）が、登録性能検査機
関の義務として、特定機械等の構造等が
所定基準に適合しない限り、製造許可を
出してはならない旨定めている以上、性
能検査に際してクレーン則第 条との適
合性の審査も行うべきことになるとの解
釈論を述べたこと、
等が示されている。

11 森山報告（第 5 章第 1 節第 42
条～第 44 条の 2）
（本文は一部完了、要約は未了）

12 淀川報告（第 5 章第 1 節第 44
条の 3～第 54 条の 6）
（本文は完了、要約は未了）

13 長谷川報告（第 5章第 2節第 55
条～第 58 条）

（本文完了、適用の実際の要約のみ未
了）
長谷川報告は、第 章第 節に属する

第 条から第 条について解説してい

概ね、製造設備の密閉構造化、製造設
備設置場所の清掃の容易化、製造・使用
者を名宛人とした適任者の選任、物質の
容器を堅固なものとし、物質の成分を表
示すること、一定の場所に保管し表示す

る。これらの条項は、化学物質の社会的
必要性とリスク管理の均衡を目指して、
全ての物質の製造や使用を禁じるのでは
なく、その危険有害性（やその判明の程
度）等に応じて、製造者や譲渡提供者に
対して、製造禁止から、有害性やリスク
の伝達、表示など、段階的な規制をかけ
ると共に、製造・輸入を行う事業者に対
して有害性の調査を求めており、化学物
質に関する規制条文の中では、主に製造
流通段階での規制を行っている点に特徴
がある。
同報告では、
ア 法第 条は、職業がん等の職業性

疾病を発生させるような有害性が強く、
今の技術では管理できない物―特に新規
化学物質―の製造、輸入、譲渡、提供、
使用（「製造等」）を禁じたものなので、
対象に新規物質が追加される可能性があ
ると共に、管理技術の発展により除外さ
れる可能性もあること、他方で、今後も
利用可能性がある等の事情から試験研究
を目的とする場合、政令で定める一定要
件―①予め都道府県労働局長の許可を受
けること、②大臣基準（特化則第 条、
石綿則第 条に定め有り ）に従い製
造・使用すること（施行令第 条第 項
第 号、第 号）―下での製造、輸入、
使用を認めていること、
本条所定の製造等禁止物質は、国際条

ること、不浸透性の保護前掛・保護手袋
を使用すること、製造設備設置場所への
立ち入り禁止措置等の規制が設けられて
いる。
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約に基づき製造等が禁じられているもの
も含め、施行令第 条第 項に列挙され
ていること、同条同項第 号は、それら
を一定割合以上含有する製剤等もそれら
と同様に扱われる旨を定めていること、
この物質には発がん性のものが多いが、
発火するもの／しないもの、経皮吸収す
るもの／しないもの、臭気のあるもの／
ないもの、引き起こす障害も、皮膚炎か
ら、中皮腫、肺水腫、胸水など様々であ
ること、
用語として、譲渡は有償無償の所有権

移転を意味するが、提供は、物品と共に
塗料を引き渡して塗布させる場合のよう
に、所有権等を留保したまま引き渡して
利用させる行為を意味すること、
イ 沿革をみると、工場法時代、黄燐

燐寸製造禁止法（大正 年 月 日法
律第 号）が、「燐寸製造ニ於ケル黄燐
使用のノ禁止ニ関スル条約」（ 年、
明治 年）の批准公布を見越して制定さ
れ、マッチ製造における黄リン使用の禁
止や工場への官吏の臨検権限等を規定し
たことを嚆矢として、旧労基法第 条が
これを受け継いだこと、いずれも労使以
外の者も義務づけ及び保護の対象として
いたこと、禁止行為を製造に限定してい
なかったこと、昭和 年以降には、ベン
ジジンによる被害発生を踏まえてその抑
制濃度（局所排出装置周辺の空気を測定
することによって、局所排気装置の性能
評価を行おうとする便宜的な基準）が通
達され、昭和 年には、ヘップサンダル
事件等を踏まえてベンゼンのりが労基法
第 条の規制対象に加えられ、昭和
年代には、ベンジジンやベーターナフチ

ルアミン等による尿路障害の多発を受け、
尿路障害予防対策要綱が定められた後、
これらの物質が特化則第 類物質に位置
づけられたこと、昭和 年の現行安衛法
制定に際しては、ベンジジン、ベーター
ナフチルアミン、四 アミノジフェニル、
四 ニトロジフェニル等の発がん性物質の
製造、使用等が禁止されたこと、
ウ 背景となった災害の代表例はベン

ゼン（ベンゾール）によるヘップサンダ
ル事件であり、オードリー・ヘップバー
ンが履いたサンダルを模したサンダル
（ヘップサンダル）の底を貼るためのゴ
ム糊の溶剤として多用されていたベンゼ
ンを、その製造過程で吸い込んだ作業者
（家内労働者などの非労働者を含む）が
再生不良性貧血や白血病を発生させたこ
と、また、被害者に労基法適用外の家内
労働者もいたこと等を受け、労働基準法
第 条の有害物を指定する省令附則第
項及び第 項の規定により旧労基法第
条（製造等の禁止）の対象物質にベンゼ
ンのりが追加されると共に、同条の保護
対象に非労働者を含む全ての者が含まれ
る旨の内閣法制局見解が示されたこと、
エ 現在では、本条の規制対象物質の

有用性が限定されているので、製造等に
よる違反は殆どなく、監督指導上も殆ど
意識されていないが、特に石綿は、耐火
性、防音性、断熱性、耐久性に優れ、軽
くて安価なので、従前は、建築材料への
混入、鉄骨の耐火被覆等で用いられてい
たため、禁止される石綿含有率を徐々に
引き下げる対応が採られてきたことこと
等から、石綿を含む建築物が多く現存し、
解体工事に際して届出が義務づけられて
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（石綿則第５条等）、更にその規制内容が
見直されてきているが、現に全ての届出
が行われれば約 万件に及ぶと言われ
ており、有効な規制に困難が生じている
こと、
オ 関係判例の代表例は建設アスベス

ト訴訟であり、国は、機械メーカーであ
るクボタの旧神崎工場の労働者が、アス
ベスト関連疾患で多数死亡すると共に、
周辺住民にも被害が及んだことが明らか
となり、多額の賠償金の支払い等に発展
した問題（クボタ・ショック）等を踏ま
え、平成 年 月に至り、アスベストを
施行令に基づく製造等禁止の対象物質と
したが、それまでに建築物の建設や解体
工事等に従事して中皮腫や肺がん等のア
スベスト関連疾患を発症した建設作業従
事者（労働者及び一人親方等の非労働者）
が、全国 つの地裁に、国とアスベスト
建材のメーカーを相手方として集団訴訟
を起こした事件であり、国に対しては、
規制権限不行使を理由に国賠法上の損害
賠償請求がなされたこと、令和 年 月

日に神奈川訴訟について下された最高
裁判決は、国が、保護具の準備等の義務
は事業者に課したうえで、アスベストの
ハザードの判明度合いに応じて通達等で
対策を講ずべき前提のレベルを引き上げ
てきていた経緯は認めつつも、国は、事
業者に保護具を準備させるのみならず、
労働者らに保護具を「使用させる」こと
を確保すべきだった、リスクの内容とリ
スクコントロール等の具体的内容を記し
たラベル、掲示の義務づけと監督指導を
確保すべきだったのに行わなかったこと
から、被災者らに対して国賠法上の損害

賠償責任を負う旨と共に、物的な措置義
務は、いわば集団的な措置、環境整備の
措置であって、保護対象は労働者に限ら
ず、一人親方等にも及ぶ旨を述べたこと、
なお、同判決が違法状態が解消したとし
たのは、結局、含有量 ％の混合物に至
るまで製造等がほぼ全面的に禁止され、
かつその結果輸入（流入）量がゼロにな
った時点であったこと、
カ 本条の違反者（製造等禁止対象物

質の製造、輸入、譲渡、提供、使用を行
った者）は、 年以下の懲役又は 万
円以下の罰金に処せられること（法第

条）、この罰則には両罰規定の適用が
あること（法第 条）、
キ 法第 条は、労働者に対する大き

な健康障害リスクがあるが、製造や研究
開発に不可欠である等の事情から、法第

条やそれに紐付く特化則が定める健康
障害防止の効果を最大化するため、製造
を許可制として、製造設備や製造方法等
にかかる基準を設け、製造前後の遵守を
図らせようとした規定であること、
ク 本条の対象物質は、施行令別表第
第 号所掲の特定化学物質のうち特に

有害性が強い第一類物質と石綿分析用試
料等であり（施行令第 条）、このうち
第一類物質には、①ジクロルベンジジン
及びその塩（陰イオンと陽イオンから成
る化合物）、②アルフア－ナフチルアミン
及びその塩、③塩素化ビフエニル（別名
ＰＣＢ）（絶縁性に優れている）、④オル
ト―トリジン及びその塩、⑤ジアニシジ
ン及びその塩、⑥ベリリウム（強酸や強
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（石綿則第５条等）、更にその規制内容が
見直されてきているが、現に全ての届出
が行われれば約 万件に及ぶと言われ
ており、有効な規制に困難が生じている
こと、
オ 関係判例の代表例は建設アスベス

ト訴訟であり、国は、機械メーカーであ
るクボタの旧神崎工場の労働者が、アス
ベスト関連疾患で多数死亡すると共に、
周辺住民にも被害が及んだことが明らか
となり、多額の賠償金の支払い等に発展
した問題（クボタ・ショック）等を踏ま
え、平成 年 月に至り、アスベストを
施行令に基づく製造等禁止の対象物質と
したが、それまでに建築物の建設や解体
工事等に従事して中皮腫や肺がん等のア
スベスト関連疾患を発症した建設作業従
事者（労働者及び一人親方等の非労働者）
が、全国 つの地裁に、国とアスベスト
建材のメーカーを相手方として集団訴訟
を起こした事件であり、国に対しては、
規制権限不行使を理由に国賠法上の損害
賠償請求がなされたこと、令和 年 月

日に神奈川訴訟について下された最高
裁判決は、国が、保護具の準備等の義務
は事業者に課したうえで、アスベストの
ハザードの判明度合いに応じて通達等で
対策を講ずべき前提のレベルを引き上げ
てきていた経緯は認めつつも、国は、事
業者に保護具を準備させるのみならず、
労働者らに保護具を「使用させる」こと
を確保すべきだった、リスクの内容とリ
スクコントロール等の具体的内容を記し
たラベル、掲示の義務づけと監督指導を
確保すべきだったのに行わなかったこと
から、被災者らに対して国賠法上の損害

賠償責任を負う旨と共に、物的な措置義
務は、いわば集団的な措置、環境整備の
措置であって、保護対象は労働者に限ら
ず、一人親方等にも及ぶ旨を述べたこと、
なお、同判決が違法状態が解消したとし
たのは、結局、含有量 ％の混合物に至
るまで製造等がほぼ全面的に禁止され、
かつその結果輸入（流入）量がゼロにな
った時点であったこと、
カ 本条の違反者（製造等禁止対象物

質の製造、輸入、譲渡、提供、使用を行
った者）は、 年以下の懲役又は 万
円以下の罰金に処せられること（法第

条）、この罰則には両罰規定の適用が
あること（法第 条）、
キ 法第 条は、労働者に対する大き

な健康障害リスクがあるが、製造や研究
開発に不可欠である等の事情から、法第

条やそれに紐付く特化則が定める健康
障害防止の効果を最大化するため、製造
を許可制として、製造設備や製造方法等
にかかる基準を設け、製造前後の遵守を
図らせようとした規定であること、
ク 本条の対象物質は、施行令別表第
第 号所掲の特定化学物質のうち特に

有害性が強い第一類物質と石綿分析用試
料等であり（施行令第 条）、このうち
第一類物質には、①ジクロルベンジジン
及びその塩（陰イオンと陽イオンから成
る化合物）、②アルフア－ナフチルアミン
及びその塩、③塩素化ビフエニル（別名
ＰＣＢ）（絶縁性に優れている）、④オル
ト―トリジン及びその塩、⑤ジアニシジ
ン及びその塩、⑥ベリリウム（強酸や強
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塩基 と反応。合金材料や電子管製造な
どに用いられる）及びその化合物、⑦ベ
ンゾトリクロリドの つと、それらの一
定割合以上含有物が該当すること、これ
らの特徴として、色は様々、形態は結晶
が多いが（①②④⑤）、一部はそれ以外の
固体（⑥）、液体（③⑦）で、特徴的臭気
があり（②）、摂取経路は経皮（①②③⑤
⑦）や経口（①②③⑥⑦）、吸入（②⑤
⑦）、熱すると有毒なヒューム を生じる
もの（①⑤⑥⑦）が多く、エアロゾル
による吸入（②⑥）もあり、②③のほか
は発がん性が明らかなほか、皮膚炎（①
③⑥）、眼・皮膚等の刺激（②⑦）、血管
への影響（②）、肝臓への影響（①③⑦）、
肺・腎臓・甲状腺への影響（⑦）、重度の
肉芽腫性肺疾患（慢性ベリリウム疾患）
（⑥）、塩素座瘡（＊にきびのような状態）
（③）、肺炎・気管支炎（⑥）などを引き
起こすか、そのおそれがあること、⑦は、

年（昭和 年）の東京の化学工場
での調査で肺がんとの因果関係が認めら
れて、本条の対象物質に加えられた経緯
があること、
ケ 本条の人的適用範囲である「製造

しようとする者」は、文字通り製造予定
者であり、他者からの購入者、販売者や
小分けする者等は該当しないこと、

塩基は、酸と反応して塩を生じる化合
物。
金属等の加熱溶融での蒸発が凝縮した

もの（大気環境総合センターのウェブサ
イト

最終閲覧日 年 月

許可を受けるべき単位は、特化則第
条により、対象物質ごと、製造プラント
ごととされていること、
許可申請は、特化則様式第 号（特定

化学物質製造許可申請書）に同第 号に
よる摘要書を添えて、労基署長経由で厚
生労働大臣に提出して行い（特化則第
条第 項）、同大臣が許可した場合、特化
則様式第 号による許可証（特定化学物
質製造許可証）を交付する（特化則第
条第 ）こととなっていること、
製造許可を受けた者が、設備等の一部

の変更を図る場合、所要の書面を監督署
長に提出すれば足りるが、製造工程の変
更、許可物質の生産量の増加を図る場合
等には、再度本条の許可を受けねばなら
ないこと、他方、設備等の主要構造部分
の変更を図る場合、法第 条第 項（厚
生労働省令で定める危険有害作業等を伴
う機械等の設置、移転、主要構造部分の
変更につき監督署長に届け出るべき旨の
定め）に基づく特化則第 条の特定化学
設備等設置届の提出を求められること
（現在は廃止）、
コ 厚生労働大臣が製造許可申請の審

査時に用いる基準は、特化則に物質及び
製造目的ごとに区分して規定されている
こと、

日）。
気体中に固体や液体の微粒子が広がっ

た状態（大気環境総合センターのウェブ
サイト

最終閲覧日 年 月
日）。
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特化則第 条第 項は、ジクロルベン
ジジン等（施行令別表第 第 号に定め
られた上掲の 物質（①ジクロルベンジ
ジン及びその塩、②アルフア－ナフチル
アミン及びその塩、③塩素化ビフエニル
（別名ＰＣＢ）、④オルト―トリジン及び
その塩、⑤ジアニシジン及びその塩、⑥
ベリリウム及びその化合物、⑦ベンゾト
リクロリド）のうち⑥以外のもの）の製
造については、
製造・取扱場所の隔離（別棟とするか

隔壁での区画）、製造設備を密閉構造とす
ること、原材料等の運搬等の際の労働者
への直接接触の回避（スクリューフィダ
ー、バケットコンベアによるなど機械化
する）、反応槽での化学反応でガスや蒸気
が漏えいしないようガスケット（固定用
シール材）等で接合部を塞ぐ等すること、
真空ろ過機（図 ）等を稼働中に内部点
検できる措置（ガラス窓等）を講じるこ
と、労働者が取り扱う際は隔離室で遠隔
操作させること、計量・容器入れ・袋詰
め等に際して遠隔操作が困難な場合に身
体への直接接触を避けると共に囲い式フ
ードの局排やプッシュプル型換気装置を
所定の条件（局排、プッシュプル共に、
発散源ごとに設ける、ダクトを短く、ベ
ンド（曲折部分）の数を少なくする、粉
じん含有気体を排出する装置には除じん
装置を設ける、局排の場合、厚生労働大
臣が定める性能を有する、プッシュプル
の場合、厚生労働大臣が定める要件を充
たす等）で設置すること、粉じん含有気
体を排出する製造設備の排気筒に除じん
装置を設けること、作業中は局排及びプ
ッシュプルを稼働させること、所定の物

を含有する排液には、排液処理装置等を
設け、有効に稼働させること、製造・取
扱い作業について、漏えいや労働者の汚
染等を防止するための所定の事項に関す
る作業規程を定めること、試料の採取に
際して所定の事項を遵守すること、取扱
作業に労働者を従事させる際に作業衣、
保護手袋と保護長靴を着用させること、
等を規定していること、
特化則第 条の 第 項は、ベリリウ

ム等（施行令別表第 第 号に定められ
た上掲の 物質のうちベリリウム及びそ
の化合物）の製造については、
製造・取扱場所の隔離（別棟とするか

隔壁での区画）と局排、プッシュプルの
設置、ベリリウム等の製造（焼結・煆焼
（かしょう：鉱石などの個体を加熱して
熱分解や相転移を促したり、揮発成分を
除去する処理のこと）、アーク炉での溶融
によるベリリウム合金の生成等）用設備
を密閉構造とすること（但し、ベリリウ
ム等の製造では覆い等の設置も許される）、
ベリリウム等の運搬等の機械化等による
労働者への直接接触の回避、粉状のベリ
リウム等を労働者に取り扱わせる際は隔
離室で遠隔操作させること、計量・容器
入れ・容器からの取り出し、袋詰めに際
して遠隔操作が困難な場合に身体への直
接接触を避けると共に囲い式フードの局
排やプッシュプル型換気装置を設置する
こと、製造・取扱い作業について、粉じ
んの発散や労働者の汚染等を防止するた
めの所定の事項に関する作業規程を定め
ること、取扱作業に労働者を従事させる
際に作業衣、保護手袋を着用させること
（保護長靴は含まれていない）、
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特化則第 条第 項は、ジクロルベン
ジジン等（施行令別表第 第 号に定め
られた上掲の 物質（①ジクロルベンジ
ジン及びその塩、②アルフア－ナフチル
アミン及びその塩、③塩素化ビフエニル
（別名ＰＣＢ）、④オルト―トリジン及び
その塩、⑤ジアニシジン及びその塩、⑥
ベリリウム及びその化合物、⑦ベンゾト
リクロリド）のうち⑥以外のもの）の製
造については、
製造・取扱場所の隔離（別棟とするか

隔壁での区画）、製造設備を密閉構造とす
ること、原材料等の運搬等の際の労働者
への直接接触の回避（スクリューフィダ
ー、バケットコンベアによるなど機械化
する）、反応槽での化学反応でガスや蒸気
が漏えいしないようガスケット（固定用
シール材）等で接合部を塞ぐ等すること、
真空ろ過機（図 ）等を稼働中に内部点
検できる措置（ガラス窓等）を講じるこ
と、労働者が取り扱う際は隔離室で遠隔
操作させること、計量・容器入れ・袋詰
め等に際して遠隔操作が困難な場合に身
体への直接接触を避けると共に囲い式フ
ードの局排やプッシュプル型換気装置を
所定の条件（局排、プッシュプル共に、
発散源ごとに設ける、ダクトを短く、ベ
ンド（曲折部分）の数を少なくする、粉
じん含有気体を排出する装置には除じん
装置を設ける、局排の場合、厚生労働大
臣が定める性能を有する、プッシュプル
の場合、厚生労働大臣が定める要件を充
たす等）で設置すること、粉じん含有気
体を排出する製造設備の排気筒に除じん
装置を設けること、作業中は局排及びプ
ッシュプルを稼働させること、所定の物

を含有する排液には、排液処理装置等を
設け、有効に稼働させること、製造・取
扱い作業について、漏えいや労働者の汚
染等を防止するための所定の事項に関す
る作業規程を定めること、試料の採取に
際して所定の事項を遵守すること、取扱
作業に労働者を従事させる際に作業衣、
保護手袋と保護長靴を着用させること、
等を規定していること、
特化則第 条の 第 項は、ベリリウ

ム等（施行令別表第 第 号に定められ
た上掲の 物質のうちベリリウム及びそ
の化合物）の製造については、
製造・取扱場所の隔離（別棟とするか

隔壁での区画）と局排、プッシュプルの
設置、ベリリウム等の製造（焼結・煆焼
（かしょう：鉱石などの個体を加熱して
熱分解や相転移を促したり、揮発成分を
除去する処理のこと）、アーク炉での溶融
によるベリリウム合金の生成等）用設備
を密閉構造とすること（但し、ベリリウ
ム等の製造では覆い等の設置も許される）、
ベリリウム等の運搬等の機械化等による
労働者への直接接触の回避、粉状のベリ
リウム等を労働者に取り扱わせる際は隔
離室で遠隔操作させること、計量・容器
入れ・容器からの取り出し、袋詰めに際
して遠隔操作が困難な場合に身体への直
接接触を避けると共に囲い式フードの局
排やプッシュプル型換気装置を設置する
こと、製造・取扱い作業について、粉じ
んの発散や労働者の汚染等を防止するた
めの所定の事項に関する作業規程を定め
ること、取扱作業に労働者を従事させる
際に作業衣、保護手袋を着用させること
（保護長靴は含まれていない）、
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等はベンジジン等の場合と共通だが、
稼働中に内部点検できる措置（ガラス

窓の設置等）の対象は、ベリリウム等の
製造設備とすること、アーク炉での溶融
によるベリリウム合金の生成等で所定の
作業を行う場合に局排かプッシュプルを
設置すること、アーク炉で電極間を短く
保つためにサンドシール（丸輪等）等を
用いること、水酸化ベリリウムから高純
度酸化ベリリウムを製造する場合に、熱
分解炉を隔離すること、その他の設備に
覆いを付すこと、焼結・煆焼（かしょう）
等に用いた匣鉢（さや）の破砕場所を隔
離し、局排かプッシュプルを設置すべき
こと、
等はベリリウム等に特有の規定である

こと、
特化則第 条第 項、第 条の 第
項は、試験研究目的でのジクロルベン

ジジン等、ベリリウム等の製造について
要件を簡素化し、製造設備を密閉式構造
とすること、製造者を健康障害予防の知
識を持つ者とすること、製造者は保護前
掛及び保護手袋を「使用すること」（労働
者に着用を確保させるのではなく、製造
者自身に使用義務を課す）、等を規定して
いること、
サ 本条（法第 条）第 項は、許可

基準を充たして製造許可を受けた後のメ
ンテナンス（許可基準充足状態の維持）
を製造者（上述の通り、譲渡者等は含ま
ない）に課していること、同第 項は、
製造者による実際の製造に際して、第
項の許可基準に適合した作業方法を用い
るよう義務づけていること、
シ 本条第 項は、第 項と第 項の

実効性を担保するため、厚生労働大臣が
製造設備や作業方法に許可基準不適合と
認める場合、修理、改造、移転、当該基
準に適合した作業方法による製造を命じ
得る旨を定めており、これに従わない場
合、第 項所定の許可取消処分か第
条第 項所定の罰則の適用があり得ると
されていること、
ス 本条所定の許可対象物質は、ラベ

ル表示義務（法第 条）、 交付義務
（法第 条の ）、作業主任者の選任義
務（法第 条）、雇入れ時の安全衛生教
育実施義務（法第 条、安衛則第 条
第 号）の対象となること、
本条の適用の詳細（製造許可の単位、

許可を受けるための手続、許可基準等）
については、特化則に定められているこ
と、
セ 本条の適用対象物質があまり用い

られなくなっているため、本条の適用場
面は限られているが、許可を受けた使用
例としては、人造宝石（エメラルド）の
製造場面でのベリリウム、打音検査用ハ
ンマーの製造場面でのベリリウム銅合金
等が挙げられること、
ソ 本条第１項違反：無許可での対象

有害物製造者には、１年以下の懲役又は
万円以下の罰金（法第 条）、第

項（製造設備の許可基準への適合性の維
持）、第 項（作業方法の許可基準への適
合性の維持）違反には、 ヶ月以下の懲
役又は 万円以下の罰金（法第 条第
号）、第 項に基づく命令違反には、

ヶ月以下の懲役又は 万円以下の罰金
（法第 条第 号）が科され得ること、
これらの罰則には両罰規定があり、行為

－ 81 －



総括研究報告書（三柴 丈典）

者と共に法人や代表者にも罰金刑が科さ
れ得ること、
タ 本条に基づく製造許可を得ない対

象物質の製造、作業方法等の不遵守、許
可獲得後の基準の逸脱等の違反は、事業
者の民事上の過失を推定させる要素の
つとなり得ること、
チ 法第 条は、第 項で、爆発、発

火等の物理的危険性と、健康障害をもた
らす有害性を持つ化学物（以下、「危険有
害物」という）のうち所定のものを容器
に入れたり包装（以下、「パック」という）
して譲渡提供する者（以下、「パッカー」
という）に、名称、危険有害性、取扱い
上の注意、注意喚起標章等（以下、「所定
必要表示事項」という。絵表示を意味す
る）の表示を義務づけ、第 項で、パッ
ク以外の方法で譲渡提供する者に、所定
必要表示事項を記した文書の相手方への
交付を義務づけていること、
ツ 本条は、化学物質による労働者の

被害を防止するには、労働者自身に当該
物質に関する情報を認識させる必要があ
ること、しかし、危険有害性の感知は困
難な場合が多いこと、譲渡提供者はその
危険有害性や取扱方法等を認識している
ことが多いこと、「職場における化学物質
の使用の安全に関する条約」（ 号
条約）、同勧告（ 号勧告）でも、
情報の表示、周知による労働者の認識の
重要性が示されていること等を受け、所
定必要表示事項の伝達によって防げる被
害の防止を図ったものであること、法第

ただし、それらの化合物は対象物質と
なる（平成 年 月 日基発 第

条の も同様の趣旨だが、本条では、
より簡略な情報を簡易に伝達するこ

とを目的としていること、
テ 本条の表示義務対象物質は、法第
条第 項所定の製造許可対象物質のほ

か、施行令第 条第 ～第 号所定の物
質であり、このうち第 号は、施行令別
表第 掲載物のうち純物質（ 種類の物
質（単体や化合物）だけでできているも
の）（ただし、イットリウム、インジウム、
銀等は、粉状のもの以外対象から除外さ
れる ）、第 号は、施行令別表第 掲載
物のうち安衛則第 条で定めるもの（爆
発、発火等の物理的な危険物）、第 号は、
施行令別表第 第 ～ 掲載物のうち安衛
則第 条で定めるもの（ジクロロベンジ
ジン、アルファ－ナフチルアミンやその
塩の含有物等の発がん性物質等）を掲載
していること（第 号、第 号掲載物は
種類以上の純物質の混合物）、本条所定

の表示義務対象物質と法第 条の の通
知対象義務物質は、厚労省が開設した
「職場のあんぜんサイト」に公開されて
いること、
表示・通知対象物質には裾切り値が定

められており、これは、製剤（混合物）
中の対象物の含有量（重量％）が、その
値未満であれば、ラベル表示や 交付
の対象とならない値を意味すること、裾
切り値は、 の濃度限界（検出され得
る最低濃度）を基準として決定されてい
ること、裾切り値は、急性毒性、皮膚感
作性、呼吸器感作性、生殖毒性などの有

号）。
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者と共に法人や代表者にも罰金刑が科さ
れ得ること、
タ 本条に基づく製造許可を得ない対

象物質の製造、作業方法等の不遵守、許
可獲得後の基準の逸脱等の違反は、事業
者の民事上の過失を推定させる要素の
つとなり得ること、
チ 法第 条は、第 項で、爆発、発

火等の物理的危険性と、健康障害をもた
らす有害性を持つ化学物（以下、「危険有
害物」という）のうち所定のものを容器
に入れたり包装（以下、「パック」という）
して譲渡提供する者（以下、「パッカー」
という）に、名称、危険有害性、取扱い
上の注意、注意喚起標章等（以下、「所定
必要表示事項」という。絵表示を意味す
る）の表示を義務づけ、第 項で、パッ
ク以外の方法で譲渡提供する者に、所定
必要表示事項を記した文書の相手方への
交付を義務づけていること、
ツ 本条は、化学物質による労働者の

被害を防止するには、労働者自身に当該
物質に関する情報を認識させる必要があ
ること、しかし、危険有害性の感知は困
難な場合が多いこと、譲渡提供者はその
危険有害性や取扱方法等を認識している
ことが多いこと、「職場における化学物質
の使用の安全に関する条約」（ 号
条約）、同勧告（ 号勧告）でも、
情報の表示、周知による労働者の認識の
重要性が示されていること等を受け、所
定必要表示事項の伝達によって防げる被
害の防止を図ったものであること、法第

ただし、それらの化合物は対象物質と
なる（平成 年 月 日基発 第

条の も同様の趣旨だが、本条では、
より簡略な情報を簡易に伝達するこ

とを目的としていること、
テ 本条の表示義務対象物質は、法第
条第 項所定の製造許可対象物質のほ

か、施行令第 条第 ～第 号所定の物
質であり、このうち第 号は、施行令別
表第 掲載物のうち純物質（ 種類の物
質（単体や化合物）だけでできているも
の）（ただし、イットリウム、インジウム、
銀等は、粉状のもの以外対象から除外さ
れる ）、第 号は、施行令別表第 掲載
物のうち安衛則第 条で定めるもの（爆
発、発火等の物理的な危険物）、第 号は、
施行令別表第 第 ～ 掲載物のうち安衛
則第 条で定めるもの（ジクロロベンジ
ジン、アルファ－ナフチルアミンやその
塩の含有物等の発がん性物質等）を掲載
していること（第 号、第 号掲載物は
種類以上の純物質の混合物）、本条所定

の表示義務対象物質と法第 条の の通
知対象義務物質は、厚労省が開設した
「職場のあんぜんサイト」に公開されて
いること、
表示・通知対象物質には裾切り値が定

められており、これは、製剤（混合物）
中の対象物の含有量（重量％）が、その
値未満であれば、ラベル表示や 交付
の対象とならない値を意味すること、裾
切り値は、 の濃度限界（検出され得
る最低濃度）を基準として決定されてい
ること、裾切り値は、急性毒性、皮膚感
作性、呼吸器感作性、生殖毒性などの有

号）。
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害性区分ごとに設定されており、複数の
有害性区分を持つ物質の場合、最低値を
採用することになっていること、混合物
の場合、裾切り値以上含有すれば、
分類されていなくても表示義務対象とさ
れること、
施行令第 条第 号及び第 号が掲げ

る安衛則第 条及び第 条所定の物質
のうち、運搬中及び貯蔵中も固体を維持
し、粉状にならない物であって、一定の
危険物、爆発や火災の原因となる可燃物、
皮膚腐食性のある物質を除く物は、吸入
ばく露等のおそれがないため、表示義務
の適用を除外されていること（安衛則第
条但書、第 条但書による）、
ト 本条の表示義務の負担者は、上記

のパッカーであり、製造業者であるか、
販売業者であるか等、流通過程における
立場は問われないこと、同一有害物の容
器等の流通に際して、製造業者等先次の
表示義務者の表示をもって足りる場合、
後次義務者による表示の必要はなくなる
が、義務が免じられるわけではないこと、
ナ 所定必要表示事項は、名称（第

号イ）、危険有害性（ロ）、貯蔵・取扱い
上の注意（ハ）、その他省令規定事項
（ニ）、大臣所定の注意喚起標章（第 号。
絵表示を意味する）であること、
このうち名称（第 号イ）は、含有物

質を特定できる限り製品名で構わないが、
法第 条の に基づく で通知され
る名称と一致させる必要があること、
危険有害性（ロ）は、 分類により

決定された危険有害性クラス（リスクの
種類：物理化学的危険性か発がん性かな
ど）、危険有害性区分（リスクの程度）に

基づき 規格等に記された危険有害性情
報欄の文言を記載すべきこと、 分類
のガイダンス（ の 等）が公表
され、参考にすることが求められている
こと、分類結果は、 （独立行政法人
製品評価技術基盤機構）と厚労省の「職
場のあんぜんサイト」で公表されている
「 分類対応モデルラベル・モデル

情報」に掲載されていること、混合
物についてそれ自体の分類がされていな
い場合、構成する純物質ごとの記載で構
わないこと、 分類の結果、危険有害
性クラス・レベル（リスクの種類や程度）
が決定しない物質については記載を要し
ないこと、
貯蔵・取扱い上の注意（ハ）が、物質

へのばく露等から生じる被害の防止方法
であることは自明だが、その他省令規定
事項（ニ）については、安衛則第 条に
以下の定めがあること、
第 号：表示者特定情報
第 号：注意喚起語

分類により決定された危険有害性
クラス（リスクの種類：物理化学的危険
性か発がん性かなど）、危険有害性区分
（リスクの程度）に基づき 規格等に記
された注意喚起語を記載すべきこと、混
合物についてそれ自体の分類がされてい
ない場合、構成する純物質ごとの記載で
構わないこと、 分類の結果、危険有
害性クラス・レベル（リスクの種類や程
度）が決定しない物質については記載を
要しないこと、
第 号：安定性及び反応性

分類により決定された危険有害性
クラス、危険有害性区分に基づき 規格
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等に記された危険有害性情報欄の中の物
理化学的危険性（爆発、発火等の危険性）
を示す文言を記載すべきこと、
大臣所定の注意喚起標章（本条（法第
条）第 号。絵表示を意味する）は、
分類により決定された危険有害性ク

ラス、危険有害性区分等の危険有害性情
報を関係者に適切に伝達するためのラベ
ルや に関する 規格（ ）に
定められた絵表示を意味すること（平成
年 月 日厚労告第 号）、ただ

し、容器や包装に、船舶・航空関係法上
安全確保のために告示によって同様のラ
ベルの貼り付けが求められている場合、
それをもって足りるとされていること、
なお、ラベル表示の内容（所定必要表

示事項）については、 の に準
拠した記載をもって、安全衛生関係法令
の要件は充たすと解されていること、
表示方法は、所定必要表示事項を容器

等に直接印刷するか、印刷した票箋を貼
り付けるのが基本だが、物理的に難しい
場合、所定必要表示事項のうちの主要事
項（法第 条第 項第 号ロからニ）及
び大臣所定注意喚起標章（第 号。絵表
示を意味する）を印刷した票箋を容器等
に結びつける方法も採れること（安衛則
第 条但書）、前述の通り、大臣所定注
意喚起標章（第 号）は、絵表示で行わ
れるのが原則だが、容器や包装に、船
舶・航空関係法上安全確保のために告示
によって同様のラベルの貼り付けが求め
られている場合、それをもって足りるこ
と、
ニ 本条第 項但書は、主に消費者の

生活用品を表示義務の対象外としており、

これには、医薬品、化粧品等、農薬、固
体、表示対象物が密封されたもの、食品
等が該当するが、労働者が表示対象物に
ばく露するおそれのあるものは除外され
ること、
ヌ 本条（法第 条）は、第 項で、

表示対象物質を第 項が定めるパッキン
グ以外の方法（タンクローリーやパイプ
ラインでの輸送等）で譲渡提供する者に
対し、所定必要表示事項を記載した文書
を相手方に交付することを義務づけてい
ること、
ネ 関連法として、化学物質排出把握

管理促進法（化管法）と毒物及び劇物取
締法（毒劇法）があること、
このうち化管法は、環境毒性を持つ化

学物質の環境への排出量等の管理によっ
て環境保全を図る法律であり、指定化学
物質や含有製品の譲渡提供事業者全てを
対象に、譲渡提供時点までにラベル表示
を行う努力義務を課していること、ラベ
ルには、危険有害性（物理化学的性状、
安定性、反応性、有害性）、注意喚起語、
貯蔵や取扱い上の注意、物質等の名称、
表示者特定情報などを記載することとさ
れていること、
毒劇法は、日常流通するもののうち、

主に急性毒性を持つ化学物質につき、保
健衛生上必要な規制を図るもので、製
造・輸入・販売業者、業務上取扱い者を
対象として、特定の毒劇物につき、ラベ
ル表示義務を課していること、ラベルに
は、名称、成分、営業者特定情報、含量、
解毒剤の名称等を記載すべきとされてい
ること、
ノ 制度史をみると、旧安衛則に、該
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等に記された危険有害性情報欄の中の物
理化学的危険性（爆発、発火等の危険性）
を示す文言を記載すべきこと、
大臣所定の注意喚起標章（本条（法第
条）第 号。絵表示を意味する）は、
分類により決定された危険有害性ク

ラス、危険有害性区分等の危険有害性情
報を関係者に適切に伝達するためのラベ
ルや に関する 規格（ ）に
定められた絵表示を意味すること（平成
年 月 日厚労告第 号）、ただ

し、容器や包装に、船舶・航空関係法上
安全確保のために告示によって同様のラ
ベルの貼り付けが求められている場合、
それをもって足りるとされていること、
なお、ラベル表示の内容（所定必要表

示事項）については、 の に準
拠した記載をもって、安全衛生関係法令
の要件は充たすと解されていること、
表示方法は、所定必要表示事項を容器

等に直接印刷するか、印刷した票箋を貼
り付けるのが基本だが、物理的に難しい
場合、所定必要表示事項のうちの主要事
項（法第 条第 項第 号ロからニ）及
び大臣所定注意喚起標章（第 号。絵表
示を意味する）を印刷した票箋を容器等
に結びつける方法も採れること（安衛則
第 条但書）、前述の通り、大臣所定注
意喚起標章（第 号）は、絵表示で行わ
れるのが原則だが、容器や包装に、船
舶・航空関係法上安全確保のために告示
によって同様のラベルの貼り付けが求め
られている場合、それをもって足りるこ
と、
ニ 本条第 項但書は、主に消費者の

生活用品を表示義務の対象外としており、

これには、医薬品、化粧品等、農薬、固
体、表示対象物が密封されたもの、食品
等が該当するが、労働者が表示対象物に
ばく露するおそれのあるものは除外され
ること、
ヌ 本条（法第 条）は、第 項で、

表示対象物質を第 項が定めるパッキン
グ以外の方法（タンクローリーやパイプ
ラインでの輸送等）で譲渡提供する者に
対し、所定必要表示事項を記載した文書
を相手方に交付することを義務づけてい
ること、
ネ 関連法として、化学物質排出把握

管理促進法（化管法）と毒物及び劇物取
締法（毒劇法）があること、
このうち化管法は、環境毒性を持つ化

学物質の環境への排出量等の管理によっ
て環境保全を図る法律であり、指定化学
物質や含有製品の譲渡提供事業者全てを
対象に、譲渡提供時点までにラベル表示
を行う努力義務を課していること、ラベ
ルには、危険有害性（物理化学的性状、
安定性、反応性、有害性）、注意喚起語、
貯蔵や取扱い上の注意、物質等の名称、
表示者特定情報などを記載することとさ
れていること、
毒劇法は、日常流通するもののうち、

主に急性毒性を持つ化学物質につき、保
健衛生上必要な規制を図るもので、製
造・輸入・販売業者、業務上取扱い者を
対象として、特定の毒劇物につき、ラベ
ル表示義務を課していること、ラベルに
は、名称、成分、営業者特定情報、含量、
解毒剤の名称等を記載すべきとされてい
ること、
ノ 制度史をみると、旧安衛則に、該

総括研究報告書（三柴 丈典）

当する条文は見当たらず、昭和 年
（ 年）の現行安衛法の制定時に、ベ
ンゼン等特定の有害物の譲渡提供者に容
器や包装に有害性等の情報を表示すべき
旨の規定が設けられたこと、昭和 年
（ 年）の安衛法・じん肺法改正（法
律第 号）により、現行法第 条第
項に近い内容（容器等によらずに表示対
象物質を譲渡提供する者は、所定必要表
示事項を記した文書を交付すべきこと）
が加えられたこと、 年の に関
する国連勧告を受け、平成 年（
年）の安衛法改正（法律第 号）によ
り、爆発、発火等の物理化学的危険性の
ある化学物質のうち政令所定の物が表示
対象に加えられた他、注意喚起標章（絵
表示）が所定必要表示事項に加えられた
こと、平成 年（ 年）の安衛法改
正（法律第 号）により、所定必要表示
事項から成分（旧法第 条第１項第１号
ロ）が削除される一方 、同時に行われ
た施行令第 条改正により、表示対象物
質が、法第 条の の通知対象物質全般
に拡大されたこと、
ハ 本条の背景事情をみると、一方で

は、 で職業がん条約（ 年（昭和
年）第 号条約。 年（昭和

従来、混合物の場合、成分を記載する
必要があったが、この改正で表示対象物
質と 交付対象物質を一致させること
となり、成分欄に記載する物質の数が増
えて危険有害性情報や取扱い上の注意事
項等が見えにくくなるおそれが生じたた
め講じられた措置。 を確認すれば成
分は分かる（厚生労働省作成の ＆

年）に日本批准）、 年（昭和 年）
に作業環境条約（ 年（昭和 年）
第 号条約）が採択されるなど、化学
物質による職業性疾病への国際的関心が
高まっていたことがあり、他方では、現
行法制定の前後に生じた日本化学工業六
価クロム事件（日本化学工業が江戸川区、
江東区一帯に 万トン以上の六価クロム
鉱滓を廃棄する一方、小松川工場で就労
していた労働者が鼻中隔穿孔や肺がんを
発症していたこと等で社会問題化した事
件 ）に象徴されるような化学物質によ
る国内の災害があったこと、
ヒ 本条の改正に大きな影響を与えた

は、当初、危険有害物質の規制（危
険有害性の定義、ラベルや の対象物
質、必要記載事項等）が各国でまちまち
であったこと、化学物質等の国際貿易の
円滑化の要請等を踏まえ、危険有害性の
情報伝達に関する国際的なシステムの構
築により、システムのない国への導入、
試験・評価の必要性の減少等様々なメリ
ットを図っていること、このシステムで
は、物理化学的危険性、人体への有害性、
環境毒性の観点から化学物質の危険有害
性を分類し、それを明示する標章（絵表
示）、 の作成、交付等を求めている

（

最終
閲覧日： 年 月 日））。
光信隆夫「労働保安権と生活環境保安

権の社会保障論上の整合性について―六
価クロム禍事件と労働安全衛生法―」京
都府立大学「人文」第 号 頁。
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こと、情報提供の対象者を、化学物質を
取り扱う全ての者としていること、
フ 適用の実際についてみると、ラベ

ル貼り付けはメーカー等で行われており、
化管法や毒劇法等による実質的に同内容
の規制もあって、比較的よく履行されて
いること、履行確保にとって、行政が公
表しているモデルラベル（「化学物質の表
示・文書交付制度のあらまし」等）等が
有効に働いている可能性があること、
もっとも、 の趣旨に照らせば、あ

らゆる化学物質が危険有害性を持つ可能
性を前提にした表示義務範囲の設定が求
められること、
ヘ 厚生労働省「職場の化学物質等の

管理のあり方に関する検討会」では、硝
酸、有機カルボン酸等を含有する洗剤を
入れたラベルのない容器に、次亜塩素酸
ナトリウム、水酸化ナトリウム等を含有
する洗剤を移し入れたため、塩素ガスが
発生し、同中毒を生じた例等が紹介され
ていること、
ホ 関係判例には建設アスベスト訴訟

（神奈川）事件最判（最 小判令和 年
月 日民集 巻 号 頁）が挙げ

られ、アスベストの危険性の表示を事業
者等に義務づけなかったことが国家賠償
を根拠づける適切な規制権限の不行使に
該当するとされたこと、
マ 特定の危険有害物を容器に入れる

等して譲渡提供する者が、本条第 項に
違反して、その容器等に所定の表示をせ
ず、若しくは虚偽の表示をし、又は本条
第 項の文書を交付せず、若しくは虚偽
の文書を交付した場合、 ヵ月以下の懲
役又は 万円以下の罰金に処せられるこ

と（法第 条第 号）、本条には法第
条の両罰規定の適用があること、

ミ 法第 条の は、第 項で、「労
働者に」対する危険有害性があって政令
で定めるもの又は第 条第 項所定の製
造許可物質（「通知対象物」）の譲渡提供
者に、所定必要記載事項（名称、成分、
物理化学的性状、有害性、貯蔵・取扱い
上の注意、流出時等の応急措置、その他
省令規定事項）を記した文書（ ）を
相手方に手交する等して通知すべきこと
を義務づけ、第 項で、通知事項に変更
の必要性が生じた場合に、変更後の所定
必要記載事項を相手方に通知する努力義
務を課し、第 項で、第 項と第 項所
定の通知の履行支援に貢献する省令の制
定についいて定めていること、
ム 本条の趣旨は、化学物質のハザー

ドに関する情報は、その製造者やそれに
近い流通業者が保有していることが多い
ため、彼らから下流のユーザーらに伝達
させる仕組み（ （ ）
制度）を構築することにあること、法第

条のラベルによる表示制度との比較で
は、化学物質の容器への挿入・包装を前
提としておらず、譲渡提供場面を広く対
象にしているほか、対象化学物質に関す
る情報をより詳細に伝えさせることを意
図していること、
メ 通知対象物は、第 条第 項所定

の製造許可物質のほか、危険有害性があ
って政令で定めるもの、即ち施行令第
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こと、情報提供の対象者を、化学物質を
取り扱う全ての者としていること、
フ 適用の実際についてみると、ラベ

ル貼り付けはメーカー等で行われており、
化管法や毒劇法等による実質的に同内容
の規制もあって、比較的よく履行されて
いること、履行確保にとって、行政が公
表しているモデルラベル（「化学物質の表
示・文書交付制度のあらまし」等）等が
有効に働いている可能性があること、
もっとも、 の趣旨に照らせば、あ

らゆる化学物質が危険有害性を持つ可能
性を前提にした表示義務範囲の設定が求
められること、
ヘ 厚生労働省「職場の化学物質等の

管理のあり方に関する検討会」では、硝
酸、有機カルボン酸等を含有する洗剤を
入れたラベルのない容器に、次亜塩素酸
ナトリウム、水酸化ナトリウム等を含有
する洗剤を移し入れたため、塩素ガスが
発生し、同中毒を生じた例等が紹介され
ていること、
ホ 関係判例には建設アスベスト訴訟

（神奈川）事件最判（最 小判令和 年
月 日民集 巻 号 頁）が挙げ

られ、アスベストの危険性の表示を事業
者等に義務づけなかったことが国家賠償
を根拠づける適切な規制権限の不行使に
該当するとされたこと、
マ 特定の危険有害物を容器に入れる

等して譲渡提供する者が、本条第 項に
違反して、その容器等に所定の表示をせ
ず、若しくは虚偽の表示をし、又は本条
第 項の文書を交付せず、若しくは虚偽
の文書を交付した場合、 ヵ月以下の懲
役又は 万円以下の罰金に処せられるこ

と（法第 条第 号）、本条には法第
条の両罰規定の適用があること、

ミ 法第 条の は、第 項で、「労
働者に」対する危険有害性があって政令
で定めるもの又は第 条第 項所定の製
造許可物質（「通知対象物」）の譲渡提供
者に、所定必要記載事項（名称、成分、
物理化学的性状、有害性、貯蔵・取扱い
上の注意、流出時等の応急措置、その他
省令規定事項）を記した文書（ ）を
相手方に手交する等して通知すべきこと
を義務づけ、第 項で、通知事項に変更
の必要性が生じた場合に、変更後の所定
必要記載事項を相手方に通知する努力義
務を課し、第 項で、第 項と第 項所
定の通知の履行支援に貢献する省令の制
定についいて定めていること、
ム 本条の趣旨は、化学物質のハザー

ドに関する情報は、その製造者やそれに
近い流通業者が保有していることが多い
ため、彼らから下流のユーザーらに伝達
させる仕組み（ （ ）
制度）を構築することにあること、法第

条のラベルによる表示制度との比較で
は、化学物質の容器への挿入・包装を前
提としておらず、譲渡提供場面を広く対
象にしているほか、対象化学物質に関す
る情報をより詳細に伝えさせることを意
図していること、
メ 通知対象物は、第 条第 項所定

の製造許可物質のほか、危険有害性があ
って政令で定めるもの、即ち施行令第
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条の 所定の物 であり、法第 条の表
示義務対象物質（第 条第 項の製造許
可物質のほか、施行令第 条所定のもの）
とほぼ同じ（別表第 所掲の物質の一部
につき、粉状以外のものも含む点が異な
る程度）であること、
森報告が述べる通り、こうした物質を

対象としたラベルによる表示及び に
よる通知の「義務」を第 段階規制とす
ると、安衛則に基づく通知の「努力義務」
は第 段階規制に当たること、すなわち、
安衛則第 条の で、厚労大臣が指定
した特定危険有害化学物質（

に従った分類上、危険有害性を有
するもののうち第 段階の対象物質を除
いたもの（数万種類になる ）で、特化
則の規制対象となる特化物などとは異な
る）等について、交付を努力義務として
おり、特定危険有害化学物質等は、安衛
則第 条の が定める危険有害化学物
質等と概ね一致するので、 交付の努
力義務の対象物質は、ラベル表示の努力
義務の対象物質となり、法第 条の が

森報告が述べる通り、この政令指定物
質とは、安衛法施行令第 条の が定
める同施行令別表第 所定の物等であ
り、別表第 には 物質が掲げられ、
同施行令別表第 第 号が製造許可物質
を定めており、 年 月 日時点で合
計 物質が交付義務対象とされ、リス
クアセスメントの義務（法第 条の
第 項）の対象物質と一致している。

定めるリスクアセスメントの努力義務の
対象ともなること、
モ 通知義務者は、通知対象物の譲渡

提供者であり、流通途中で一部移し替え
による譲渡提供（分割的譲渡提供）が行
われる場合、当該譲渡提供者が通知義務
者となること、
ヤ 第 項に記載された所定必要記載

事項は、名称、成分、物理化学的性状、
有害性、貯蔵・取扱い上の注意、流出時
等の応急措置、その他省令規定事項であ
り、詳細は通達（平成 年 月 日基
安化発第 号、最新改正：平成
年 月 日基安化発 第 号）に
定められていること、
このうち名称（第 号）については、

含有物質を特定できる限り製品名で構わ
ないこと、
成分及び含有量（第 号）については、

対象物質が裾切値以上含有される場合に
その物質の名称と含有量を記載すべきこ
と、ケミカルアブストラクトサービス
登録番号（ 番号）、通知対象物質以

（労働安全衛生総合研究所の サイ
ト
（

最終閲覧日：
年 月 日））

アメリカ化学学会の一部門であり、物
質に関する世界中の公開情報をすべて収
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外の物質の成分等も記載することが望ま
しいとされていること、含有量は、対象
物質ごとに重量パーセントを記載すべき
だが、 パーセント未満の切り捨てが可
能とされていること（安衛則第 条の
の ）、
物理化学的性質（第 号）については、

外観、匂い、 （溶液中の酸性・アルカ
リ性の程度）、融点（固体が液体になる温
度）及び凝固点（液体が固体になる温度）、
沸点、引火点、燃焼・爆発範囲、蒸気圧
（蒸気が示す圧力）等を記載すべきこと、
人体に及ぼす作用（有害性）（第 号）

は、化学物質等の有害性を意味し、通達
では、ばく露による影響として、急性毒
性、皮膚腐食性・刺激性、眼の損傷、呼
吸器や皮膚の感作性（アレルギー等）、生
殖細胞変異原性、発がん性、生殖毒性、
特定標的臓器毒性―単回ばく露・反復ば
く露―、吸引性呼吸器有害性等が挙げら
れていること、直後の影響と遅発性の影
響が想定されていること、

分類の結果、危険有害性クラス・
レベル（リスクの種類や程度）が決定し
ない物質については記載を要しないが、
分類のための情報が不十分だった場合に
は「分類できない」、危険有害性クラス
（リスクの種類）に該当しない場合には
「分類対象外」、危険有害性区分の最低レ

集して組織化している（化学情報協会の
ウェブサイト
（

最終閲覧日
年 月 日））。
分類により決定された危険有害性

ベルに達しないほどリスクレベルが低い
（かそのレベルに達する証拠が得られな
い）場合「区分外」と記載することが望
ましいとされていること、
貯蔵・取扱い上の注意（第 号）につ

いては、保管条件、混触禁止物質、管理
濃度・許容濃度、密閉装置、局排、保護
具の使用、廃棄・輸送上の注意等の記載
が求められていること、
流出等の場合の応急措置（第 号）に

ついては、吸入、皮膚付着、眼に入った
場合等の措置、火災の際に使用すべき消
化剤、事故発生時の退避措置、漏出時の
回収・中和措置等の記載が求められてい
ること、
省令所定事項（第 号）については、

通知義務者の特定情報、危険有害性の要
約、安定性及び反応性、適用法令等を記
載すべきこと、
このうち危険有害性の要約には、

分類により決定された危険有害性クラス
（リスクの種類：物理化学的危険性か発
がん性かなど）、危険有害性区分（リスク
の程度）、それらのクラスや区分ごとに記
された絵表示 と文言、注意喚起語等を
記載すべきこと、 分類に際しては、
ガイダンス（ の 等）が公表さ
れ、参考にすることが求められているこ
と、分類結果は、 （独立行政法人製

クラス、危険有害性区分等の危険有害性
情報を関係者に適切に伝達するためのラ
ベルや に関する 規格（ ）
に定められた絵表示を意味する（平成
年 月 日厚労告第 号）。
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外の物質の成分等も記載することが望ま
しいとされていること、含有量は、対象
物質ごとに重量パーセントを記載すべき
だが、 パーセント未満の切り捨てが可
能とされていること（安衛則第 条の
の ）、
物理化学的性質（第 号）については、

外観、匂い、 （溶液中の酸性・アルカ
リ性の程度）、融点（固体が液体になる温
度）及び凝固点（液体が固体になる温度）、
沸点、引火点、燃焼・爆発範囲、蒸気圧
（蒸気が示す圧力）等を記載すべきこと、
人体に及ぼす作用（有害性）（第 号）

は、化学物質等の有害性を意味し、通達
では、ばく露による影響として、急性毒
性、皮膚腐食性・刺激性、眼の損傷、呼
吸器や皮膚の感作性（アレルギー等）、生
殖細胞変異原性、発がん性、生殖毒性、
特定標的臓器毒性―単回ばく露・反復ば
く露―、吸引性呼吸器有害性等が挙げら
れていること、直後の影響と遅発性の影
響が想定されていること、

分類の結果、危険有害性クラス・
レベル（リスクの種類や程度）が決定し
ない物質については記載を要しないが、
分類のための情報が不十分だった場合に
は「分類できない」、危険有害性クラス
（リスクの種類）に該当しない場合には
「分類対象外」、危険有害性区分の最低レ

集して組織化している（化学情報協会の
ウェブサイト
（

最終閲覧日
年 月 日））。
分類により決定された危険有害性

ベルに達しないほどリスクレベルが低い
（かそのレベルに達する証拠が得られな
い）場合「区分外」と記載することが望
ましいとされていること、
貯蔵・取扱い上の注意（第 号）につ

いては、保管条件、混触禁止物質、管理
濃度・許容濃度、密閉装置、局排、保護
具の使用、廃棄・輸送上の注意等の記載
が求められていること、
流出等の場合の応急措置（第 号）に

ついては、吸入、皮膚付着、眼に入った
場合等の措置、火災の際に使用すべき消
化剤、事故発生時の退避措置、漏出時の
回収・中和措置等の記載が求められてい
ること、
省令所定事項（第 号）については、

通知義務者の特定情報、危険有害性の要
約、安定性及び反応性、適用法令等を記
載すべきこと、
このうち危険有害性の要約には、

分類により決定された危険有害性クラス
（リスクの種類：物理化学的危険性か発
がん性かなど）、危険有害性区分（リスク
の程度）、それらのクラスや区分ごとに記
された絵表示 と文言、注意喚起語等を
記載すべきこと、 分類に際しては、
ガイダンス（ の 等）が公表さ
れ、参考にすることが求められているこ
と、分類結果は、 （独立行政法人製

クラス、危険有害性区分等の危険有害性
情報を関係者に適切に伝達するためのラ
ベルや に関する 規格（ ）
に定められた絵表示を意味する（平成
年 月 日厚労告第 号）。
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品評価技術基盤機構）と厚労省の「職場
のあんぜんサイト」で公表されている
「 分類対応モデルラベル・モデル

情報」に掲載されていること、混合
物についてそれ自体の分類がされていな
い場合、構成する純物質ごとの記載で構
わないこと、 分類の結果、危険有害
性クラス・レベル（リスクの種類や程度）
が決定しない物質については記載を要し
ないが、「分類できない」、「分類対象外」、
「区分外」の記載が望ましいこと、
安定性及び反応性については、静電気

の放電、衝撃、振動、混触危険物質、一
酸化炭素・二酸化炭素等の分解生成物等、

分類により決定された危険有害性ク
ラス、危険有害性区分に基づき 規格等
に記された危険有害性情報欄の中の物理
化学的危険性（爆発、発火等の危険性）
を示す文言を記載すべきこと、

等の作成の際には、出典を明記し、
環境影響情報も本項目に記載することが
望ましいとされていること、
ユ 通知方法は、文書（本条第 項、

第 項）のほか、磁気ディスクの交付、
送信、 など、その他の方法も

可能だが、相手方が承諾した方法でなけ
ればならず、 の場合、譲渡提供者が
管理できなければならないこと（平成
年 月 日基発第 号）、
通知は、譲渡提供物ごとに行う必要が

あるが、混合物の場合、その中に成分と
して パーセントを超えて含まれている
すべての通知対象物個々について法第
条の 第 項第 号から第 号までの事
項（第 号：物理的及び化学的性質、第
号：有害性、第 号：貯蔵又は取扱い

上の注意、第 号：流出等の事故が生じ
た場合の応急措置）を通知し、全体につ
いて同項第 号、第 号及び第 号の事
項（第 号：名称、第 号：成分及びそ
の含有量、第 号：省令所定事項）を通
知することにより、当該物に係る通知が
行われたものとして取り扱い得ること、
第 項の通知は、提供相手が対象物の

受領の準備ができるよう、譲渡提供時ま
でに行う必要があること、
ヨ 本条の通知義務も、主に消費者の

生活用品を対象外としており、これには、
医薬品、化粧品等、農薬、固体、通知対
象物が密封されたもの等が該当するが、
ラベル表示と異なり、食品等は適用対象
に含まれていること、
ラ 前述の通り、安衛法は、第 段階

として、第 条の 第 項で、政令指定
物質と第 条第 項所定の製造許可物質
について、譲渡提供者に の交付を義
務づけ（第 条では、ほぼ同じ要件を充
たす物質にラベル表示を義務づけ）、第
段階として、安衛則第 条の で、厚
労大臣が指定した特定危険有害化学物質
（ に従った化学物質の
分類上、危険有害性を有するもののうち
第 段階の対象物質を除いたもので、特
化則の規制対象となる特化物などとは異
なる）等について、交付を努力義務とし
ており、特定危険有害化学物質等は、安
衛則第 条の が定める危険有害化学
物質等と概ね一致するので、 交付の
努力義務の対象物質は、同規定により、
ラベル表示の努力義務の対象物質となり、
法第 条の が定めるリスクアセスメン
トの努力義務の対象ともなること、
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リ 関連法として、化学物質排出把握
管理促進法（化管法）と毒物及び劇物取
締法（毒劇法）があること、
このうち化管法は、環境毒性を持つ化

学物質の環境への排出量等の管理によっ
て環境保全を図る法律であり、指定化学
物質等取扱事業者であって他の事業者に
それを譲渡提供する者全てを対象に、譲
渡提供時点までに を提供する努力義
務を課していること、 には、危険有
害性（物理化学的性状、安定性、反応性、
有害性）、注意喚起語、貯蔵や取扱い上の
注意、物質等の名称、提供者特定情報な
どを記載することとされていること、

ここで指定化学物質等取扱事業者とは、

指定化学物質（第一種指定化学物質と第

二種指定化学物質）の製造事業者や当該

物質や特定の含有製品の取扱い事業者等

（輸入業者、販売業者、業務上取扱者も

含むと解される）を指す（化管法第 2 条

第 5 項、第 6 項）こと、 
適用事業者は、国内の他の事業者に右

譲渡又は提供する時までに、SDS を事前

に提供することを義務付けられること、 
SDS に記載する事項は、①指定化学物

質又は製品の名称、指定化学物質等取扱

事業者の氏名又は名称、住所及び連絡先、

②危険有害性の要約、③製品が含有する

第一種指定化学物質又は第二種指定化学

物質の名称及びその含有率（有効数字 2
桁）、④被害を受けた者に対する応急措置、

⑤取り扱う事業所において火災が発生し

た場合に必要な措置、⑥漏出した際に必

一般的には、医薬品等であって毒性が
強いものが毒物、医薬品等以外であって

要な措置、⑦取扱い上及び保管上の注意、

⑧取り扱う事業所における人のばく露防

止措置、⑨物理的化学的性状、⑩安定性

及び反応性項目、⑪有害性、⑫環境影響

項目、⑬廃棄上の注意項目、⑭輸送上の

注意、⑮適用される法令、⑯取扱い事業

者が必要と認める事項、であること、 
毒劇法は、日常流通するもののうち、

主に急性毒性を持つ化学物質につき、保
健衛生上必要な規制を図るもので、製
造・輸入・販売業者、業務上取扱い者を
対象として、特定の（毒劇法や関連する
政令所定の）毒劇物につき、 による
通知義務を課していること、 には、
名称、成分、営業者特定情報、含量、解
毒剤の名称等を記載すべきとされている
こと、

SDS に記載しなければならないのは、

①情報を提供する毒物劇物営業者の氏名

（名称）及び住所（所在地）、②名称並び

に成分及びその含量、③応急措置、④火

災時の措置、⑤漏出時の措置、⑥取扱い

及び保管上の注意、⑦ばく露の防止及び

保護のための措置、⑧物理的及び化学的

性質、⑨安定性及び反応性、⑨毒性に関

する情報、⑩廃棄上の注意、⑪輸送上の

注意、⑫毒物又は劇物の別28、であるこ

と、 
ル 制度史をみると、昭和 年（

年）の現行安衛法制定時に本条に相当す
る規定は存しなかったが、平成 年の法
改正（法律第 号）で新規に追加された
こと、 年の に関する国連勧告

毒性が若干弱いものを劇物と呼んでい
る。
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リ 関連法として、化学物質排出把握
管理促進法（化管法）と毒物及び劇物取
締法（毒劇法）があること、
このうち化管法は、環境毒性を持つ化

学物質の環境への排出量等の管理によっ
て環境保全を図る法律であり、指定化学
物質等取扱事業者であって他の事業者に
それを譲渡提供する者全てを対象に、譲
渡提供時点までに を提供する努力義
務を課していること、 には、危険有
害性（物理化学的性状、安定性、反応性、
有害性）、注意喚起語、貯蔵や取扱い上の
注意、物質等の名称、提供者特定情報な
どを記載することとされていること、
ここで指定化学物質等取扱事業者とは、

指定化学物質（第一種指定化学物質と第

二種指定化学物質）の製造事業者や当該

物質や特定の含有製品の取扱い事業者等

（輸入業者、販売業者、業務上取扱者も

含むと解される）を指す（化管法第 2 条

第 5 項、第 6 項）こと、 
適用事業者は、国内の他の事業者に右

譲渡又は提供する時までに、SDS を事前

に提供することを義務付けられること、 
SDS に記載する事項は、①指定化学物

質又は製品の名称、指定化学物質等取扱

事業者の氏名又は名称、住所及び連絡先、

②危険有害性の要約、③製品が含有する

第一種指定化学物質又は第二種指定化学

物質の名称及びその含有率（有効数字 2
桁）、④被害を受けた者に対する応急措置、

⑤取り扱う事業所において火災が発生し

た場合に必要な措置、⑥漏出した際に必

一般的には、医薬品等であって毒性が
強いものが毒物、医薬品等以外であって

要な措置、⑦取扱い上及び保管上の注意、

⑧取り扱う事業所における人のばく露防

止措置、⑨物理的化学的性状、⑩安定性

及び反応性項目、⑪有害性、⑫環境影響

項目、⑬廃棄上の注意項目、⑭輸送上の

注意、⑮適用される法令、⑯取扱い事業

者が必要と認める事項、であること、 
毒劇法は、日常流通するもののうち、

主に急性毒性を持つ化学物質につき、保
健衛生上必要な規制を図るもので、製
造・輸入・販売業者、業務上取扱い者を
対象として、特定の（毒劇法や関連する
政令所定の）毒劇物につき、 による
通知義務を課していること、 には、
名称、成分、営業者特定情報、含量、解
毒剤の名称等を記載すべきとされている
こと、

SDS に記載しなければならないのは、

①情報を提供する毒物劇物営業者の氏名

（名称）及び住所（所在地）、②名称並び

に成分及びその含量、③応急措置、④火

災時の措置、⑤漏出時の措置、⑥取扱い

及び保管上の注意、⑦ばく露の防止及び

保護のための措置、⑧物理的及び化学的

性質、⑨安定性及び反応性、⑨毒性に関

する情報、⑩廃棄上の注意、⑪輸送上の

注意、⑫毒物又は劇物の別28、であるこ

と、 
ル 制度史をみると、昭和 年（

年）の現行安衛法制定時に本条に相当す
る規定は存しなかったが、平成 年の法
改正（法律第 号）で新規に追加された
こと、 年の に関する国連勧告

毒性が若干弱いものを劇物と呼んでい
る。
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を受け、平成 年（ 年）の安衛法
改正（法律第 号）により、爆発、発
火等の物理化学的危険性のある化学物質
のうち政令所定の物が通知対象物に加え
られたこと、
レ 本条制定の背景事情をみると、化

学物質による災害が多く発生していたこ
と、そのうち有害性に関する情報伝達や
管理方法の未確立が主因と解される例が
半数以上を示していたこと、化学物質の
供給者による情報提供の重要性が、「職場
における化学物質の使用の安全に関する
条約（ 年 第 号条約。日本
は未批准）」等で、国際的に示されていた
こと、
ロ 本条の適用の実際をみると、令和

２年度本研究プロジェクトによる行政
官・元行政官向け法令運用実態調査（三
柴丈典担当） でも、提供先事業者の知
識不足や提供者の提供義務違反で、
が備えられていない事業所が未だに多い
実態が窺われたこと、
ワ 本条の通知義務の対象物質は、政

令指定物質と製造許可物質に限られてい
るが、新規化学物質は日々生まれるし、
未規制化学物質に危険有害性がないとは
言い切れないので、ハザード情報やリス
ク管理方法に関する 交付対象物質は
拡大すべきあり、現に、厚生労働省「『職
場における化学物質等の管理のあり方に

厚生労働省安全衛生部のご助力を頂
き、筆者が全国の都道府県労働局の健
康・安全関係課、監督課、主要労基署の
現役行政官、安全衛生行政関係団体等の
行政官 に向けて、安衛法の条文ごと

関する検討会』報告書」（令和 年）で、
交付対象物質拡大の方向性が示され

たこと、
また、本条第 項は、 修正の必要

が生じた場合の譲渡提供先への通知を譲
渡提供者の「努力義務」にとどめており、
その理由は再通知の困難にあると解され
るが、当該通知対象物質のハザードとリ
スクに関する正確な情報は、必ず譲渡提
供先に伝えられねばならず、現在、職場
の安全サイトで「 対応モデルラベ
ル・モデル 情報」が公開され、作成
の負担軽減が図られているし、 を活
用した情報更新の仕組み等が検討されて
いること、
ヲ 法第 条の は、第 項で、法第
条第 項所定の政令指定物質及び第

条の 所定の通知対象物について、リス
クアセスメントを義務づけ、第 項で、
当該アセスメントの結果に基づき、法令
所定の措置を講じる義務のほか、必要な
管理措置を講じる努力義務を課し、第
項と第 項で、厚生労働大臣による関係
指針の策定とそれに基づく指導・援助等
を根拠付けていること、
ア 本条は、特別規則による規制対

象外の物質の危険有害性等に対応するた
め、先ずは法第 条第 項所定の政令指
定物質と 条の 所定の通知対象物、即
ち表示対象物及び通知対象物について

の監督指導実例、法改正提案等につき、
アンケート調査を行ったもの。
監督官 、技官 、元監督官 、元

技官 の回答があった。
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（平成 年 月 日基発 第 号）、
リスクアセスメントを義務化したもので、
事業者は、法第 条及び 条の に基
づくラベルや により一般的な危険有
害性情報を得たうえで、本条に基づくリ
スクアセスメントにより、個別事情に応
じたリスクの認識とそれに応じた管理策
を講じることを求められること、
イ 本条のリスクアセスメント義務

の対象は、表示対象物及び通知対象物
（安衛則第 条の の にいう「調査対
象物」）に限られ、それ以外の物や裾切り
値未満の対象物は対象外だが、法第 条
の 第 項のリスクアセスメントの努力
義務の対象となること、主に一般消費者
生活用の製品は、表示及び通知対象から
除かれているので、本条のリスクアセス
メント義務の対象外となること、
ウ 本条のリスクアセスメント義務

の実施方法は、同第 項の定めにより、
安衛則第 条の の に定められてお
り、これによれば、実施時は、同条にい
う調査対象物の新規採用時（第 号）、そ
の製造・取扱いにかかる作業方法・手順
の新規採用・変更時（第 号）、調査対象
物のハザード等が変化した／しそうな時
（第 号）とされており、従前から取り
扱っている物を従来通り取り扱う作業で
は不要であること、実施方法は、被害の
生じる可能性と重篤度を測る方法（第
号）、調査対象物へのばく露の程度（実際
の曝露量や、推定値とばく露限界の比較
など）と対象物の有害性の程度を測る方
法（第 号）、これらに準じる方法（第
号）とされ、第 号は、特別規則の規制
対象物質につき、特別規則の履行状況を

確認すること等が該当すること（平成
年 月 日基発 第 号）、本条に基
づくリスクアセスメントは、危険性（物
理化学的な危険性）と有害性（人体の健
康障害等の有害性）の双方について行う
必要があること（同前）、作業工程が密閉
化、自動化されていること等により労働
者が調査対象物にばく露のおそれがない
場合にも、そのことの確認自体が本条に
いう調査に該当し、必要となること（同
前）、
エ 事業者は、本条に基づく調査終

了後、調査結果、それに基づき講じる危
害防止措置等を、当該物質の製造又は取
扱い業務に従事する労働者に周知せねば
ならないこと（安衛則第 条の の 第
項）、周知の方法は、常時掲示・備え付

け、交付、電磁的記録として常時確認で
きる機器を設置すること等とすべきこと
（同第 項）、
オ 本条第 項に基づき、「化学物質

等による危険性又は有害性等の調査等に
関する指針」（平成 年 月 日基発

公示第 号）が公示されていること、
この指針は、本条に基づくものではある
が、安衛法第 条の に基づき公表され
ていた同名の旧指針（平成 年 月
日公示第 号。上記平成 年指針により
廃止）が対象としていた全ての化学物質
に準用されること、
より一般的な自主的な安全衛生管理シ

ステムに関する指針の動向をみると、先
ず、平成 年に、「労働安全衛生マネジ
メントシステムに関する指針」（平成
年労働省告示第 号）が特定の条文の根
拠なく公表され（平成 年労働省告示第
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（平成 年 月 日基発 第 号）、
リスクアセスメントを義務化したもので、
事業者は、法第 条及び 条の に基
づくラベルや により一般的な危険有
害性情報を得たうえで、本条に基づくリ
スクアセスメントにより、個別事情に応
じたリスクの認識とそれに応じた管理策
を講じることを求められること、
イ 本条のリスクアセスメント義務

の対象は、表示対象物及び通知対象物
（安衛則第 条の の にいう「調査対
象物」）に限られ、それ以外の物や裾切り
値未満の対象物は対象外だが、法第 条
の 第 項のリスクアセスメントの努力
義務の対象となること、主に一般消費者
生活用の製品は、表示及び通知対象から
除かれているので、本条のリスクアセス
メント義務の対象外となること、
ウ 本条のリスクアセスメント義務

の実施方法は、同第 項の定めにより、
安衛則第 条の の に定められてお
り、これによれば、実施時は、同条にい
う調査対象物の新規採用時（第 号）、そ
の製造・取扱いにかかる作業方法・手順
の新規採用・変更時（第 号）、調査対象
物のハザード等が変化した／しそうな時
（第 号）とされており、従前から取り
扱っている物を従来通り取り扱う作業で
は不要であること、実施方法は、被害の
生じる可能性と重篤度を測る方法（第
号）、調査対象物へのばく露の程度（実際
の曝露量や、推定値とばく露限界の比較
など）と対象物の有害性の程度を測る方
法（第 号）、これらに準じる方法（第
号）とされ、第 号は、特別規則の規制
対象物質につき、特別規則の履行状況を

確認すること等が該当すること（平成
年 月 日基発 第 号）、本条に基
づくリスクアセスメントは、危険性（物
理化学的な危険性）と有害性（人体の健
康障害等の有害性）の双方について行う
必要があること（同前）、作業工程が密閉
化、自動化されていること等により労働
者が調査対象物にばく露のおそれがない
場合にも、そのことの確認自体が本条に
いう調査に該当し、必要となること（同
前）、
エ 事業者は、本条に基づく調査終

了後、調査結果、それに基づき講じる危
害防止措置等を、当該物質の製造又は取
扱い業務に従事する労働者に周知せねば
ならないこと（安衛則第 条の の 第
項）、周知の方法は、常時掲示・備え付

け、交付、電磁的記録として常時確認で
きる機器を設置すること等とすべきこと
（同第 項）、
オ 本条第 項に基づき、「化学物質

等による危険性又は有害性等の調査等に
関する指針」（平成 年 月 日基発

公示第 号）が公示されていること、
この指針は、本条に基づくものではある
が、安衛法第 条の に基づき公表され
ていた同名の旧指針（平成 年 月
日公示第 号。上記平成 年指針により
廃止）が対象としていた全ての化学物質
に準用されること、
より一般的な自主的な安全衛生管理シ

ステムに関する指針の動向をみると、先
ず、平成 年に、「労働安全衛生マネジ
メントシステムに関する指針」（平成
年労働省告示第 号）が特定の条文の根
拠なく公表され（平成 年労働省告示第

総括研究報告書（三柴 丈典）

号）、自主的な安全衛生管理システム
の構築を促していたが、平成 年改正
（法律第 号）に法第 条の が設け
られ、あわせて「危険性又は有害性等の
調査等に関する指針」（平成 年 月
日付け危険性又は有害性等の調査等に関
する指針公示第 号）が公示されたため、
これと整合性をとるために改正された
（平成 年 月 日付け厚生労働省告
示第 号）こと、
カ 本条の関連規定には、前掲の安

衛則第 条の の （調査対象物の危険
性又は有害性等の調査の実施時期等）、安
衛則 条の の （調査の結果等の周
知）、安衛則 条の の （指針の公表）
等があること、
キ 制度史をみると、本条が新設さ

れたのは、平成 年の法改正（法律第
号）のことで、特別規則対象外の物質

による胆管がんの発症等の例を受け、厚
生労働省の安全衛生行政としては、特に
化学物質については、法第 条の に定
めるリスクアセスメントの努力義務規定
を全て義務規定に改めたい意向だったが、
内閣法制局等との調整の過程で、罪刑法
定主義の要請からも、物質を特定しない
ままでの義務化は困難との事情から、先
ずは表示・通知対象物質から義務化を図
った経緯があること、
ク 条文設置の背景事情をみると、

やはり 年（平成 年） 月頃以降、
大阪の印刷工場で勤務する労働者 名が、
当時は特別規則の規制対象外だった物質
（ジクロロメタン、 ジクロロプロパ
ン）が原因で胆管がんを発症し、うち
名が死亡するという事案が強いドライビ

ング・フォースとなったこと、発症原因
となった物質は、業務上のがんを定めた
労基法施行規則別表第 の 第 号や同
表第 号を具体化するための告示にも定
められていなかったこと、しかし、この
事案を受けて、本件胆管がんは上記物質
により発症した蓋然性が高いと推定され、
被災者は労災認定されたこと、
他方で、本件は、然るべき専門家の支

援を得つつ、適正なリスクアセスメント
が行われていれば防止できた可能性があ
ると推定されたこと、
ケ 化学物質のリスクアセスメント

の実施を支援するためのツールが行政等
により作成されており、一例として、「厚
生労働省版コントロール・バンディング」
や、厚生労働省がみずほ情報総研と共同
開発した 等があり、
専門性より分かり易さ、簡便性などが重
視されていること、
法第 条の に基づくリスクアセスメ

ントは、建設現場などで徐々に浸透して
きており、法第 条に基づく職長教育に
はリスクアセスメントが含まれているし
（安衛則第 条第 項）、元請事業者が、
下請がその結果を提出しない限り作業を
行わせない等の促進策を講じている例も
あること、もっとも、化学物質のリスク
は目に見えにくく、本条に基づくリスク
アセスメントの対象物質は限られている
ので、然るべき専門家の支援が重要であ
り、そうした専門家の公的な養成が求め
られること、
厚生労働省「『職場における化学物質等

の管理のあり方に関する検討会』報告書」
には、リスクアセスメント未実施による
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と推認される災害事例として、 プロモ
プロパンを含む溶剤で治具（物の加工に
際して物を固定する器具等）等の洗浄作
業をしていた労働者が急性薬物中毒とな
った例等が列挙されていること、また、
リスクアセスメントは実施されていたが、
アセスメントの結果、特別規則の対象外
の物質であることを理由に特段のばく露
防止対策を講じていなかったために、鋳
物製造工程で中子（鋳物の中に空洞をつ
くるために中に入れる砂の塊）を作る際
に、ノルマルヘプタンを木型の内部で塗
布していた労働者が急性中毒となった例
も挙げられていること、
コ 民事救済との関係では、リスク

アセスメントの実施こそが民事上の安
全・健康配慮義務の要諦とする学説（三
柴丈典「使用者の健康・安全配慮義務」
『講座労働法の再生第 巻 労働条件論の
課題』（日本評論社、 年）
頁）があり、これによれば、本条や法第
条の 違反は安全・健康配慮義務違反

となる可能性が高いこと、
サ 法第 条の は、第 項で、新

規化学物質（既存の政令所定の物質以外
のもの）の製造・輸入業者に対し、所定
の有害性調査とその結果等の厚生労働大
臣への届出を義務づけると共に、労働者
のばく露危険がない場合（要大臣の確認）
（第 号）、学術情報等で有害性なしと判
明している場合（要大臣の確認）（第
号）、試験研究のための製造・輸入である
場合（第 号）、輸入品が主に一般消費者
生活用製品である場合（第 号）に義務
を免除していること、
第 項で、事業者に、調査結果に基づ

く健康障害防止措置を義務づけているこ
と、
第 項で、厚生労働大臣による届出物

質の公表を定めていること、
第 項で、届出後の厚生労働大臣によ

る学識経験者からの意見聴取、それを踏
まえた届出事業者への所要の措置（施
設・設備の設置・整備、保護具の備え付
け等）の勧告を定めていること、
第 項で、意見を求められた学識経験

者に守秘義務を課しているが、但書で、
労働者の健康障害防止上必要な場合の適
用除外が定められていること、
シ 本条は、法令による化学物質の

リスクの捕捉と対応には時間を要するこ
とを前提に、特にリスクの大きいがん原
生物質を焦点として、そのふるい分け機
能を持つ変異原性試験等を事業者に行わ
せ、結果を所管大臣に届出させ、もって
所要の措置を迅速に講じさせようとした
ものであること、
ス 本条が有害性調査の対象とする

新規化学物質とは、施行令第 条の が
定める 種の化学物質（元素、天然産出
化学物質、放射性物質、昭和 年 月末
までに製造・輸入され、厚労大臣による
公表済みの化学物質）と本条第 項によ
る公表済みの化学物質以外の化学物質で
あること、これには、製造中間体（製造
工程中に生成し、その後同一事業場内で
他の化学物質に変化していく化学物質 、
副生成物（製造工程で意図せずに生成し
てしまった化学物質）、廃棄物も含まれる
こと、
元素とは、物質を構成する基本的成分

であり、 種類の原子から成る全ての状
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と推認される災害事例として、 プロモ
プロパンを含む溶剤で治具（物の加工に
際して物を固定する器具等）等の洗浄作
業をしていた労働者が急性薬物中毒とな
った例等が列挙されていること、また、
リスクアセスメントは実施されていたが、
アセスメントの結果、特別規則の対象外
の物質であることを理由に特段のばく露
防止対策を講じていなかったために、鋳
物製造工程で中子（鋳物の中に空洞をつ
くるために中に入れる砂の塊）を作る際
に、ノルマルヘプタンを木型の内部で塗
布していた労働者が急性中毒となった例
も挙げられていること、
コ 民事救済との関係では、リスク

アセスメントの実施こそが民事上の安
全・健康配慮義務の要諦とする学説（三
柴丈典「使用者の健康・安全配慮義務」
『講座労働法の再生第 巻 労働条件論の
課題』（日本評論社、 年）
頁）があり、これによれば、本条や法第
条の 違反は安全・健康配慮義務違反

となる可能性が高いこと、
サ 法第 条の は、第 項で、新

規化学物質（既存の政令所定の物質以外
のもの）の製造・輸入業者に対し、所定
の有害性調査とその結果等の厚生労働大
臣への届出を義務づけると共に、労働者
のばく露危険がない場合（要大臣の確認）
（第 号）、学術情報等で有害性なしと判
明している場合（要大臣の確認）（第
号）、試験研究のための製造・輸入である
場合（第 号）、輸入品が主に一般消費者
生活用製品である場合（第 号）に義務
を免除していること、
第 項で、事業者に、調査結果に基づ

く健康障害防止措置を義務づけているこ
と、
第 項で、厚生労働大臣による届出物

質の公表を定めていること、
第 項で、届出後の厚生労働大臣によ

る学識経験者からの意見聴取、それを踏
まえた届出事業者への所要の措置（施
設・設備の設置・整備、保護具の備え付
け等）の勧告を定めていること、
第 項で、意見を求められた学識経験

者に守秘義務を課しているが、但書で、
労働者の健康障害防止上必要な場合の適
用除外が定められていること、
シ 本条は、法令による化学物質の

リスクの捕捉と対応には時間を要するこ
とを前提に、特にリスクの大きいがん原
生物質を焦点として、そのふるい分け機
能を持つ変異原性試験等を事業者に行わ
せ、結果を所管大臣に届出させ、もって
所要の措置を迅速に講じさせようとした
ものであること、
ス 本条が有害性調査の対象とする

新規化学物質とは、施行令第 条の が
定める 種の化学物質（元素、天然産出
化学物質、放射性物質、昭和 年 月末
までに製造・輸入され、厚労大臣による
公表済みの化学物質）と本条第 項によ
る公表済みの化学物質以外の化学物質で
あること、これには、製造中間体（製造
工程中に生成し、その後同一事業場内で
他の化学物質に変化していく化学物質 、
副生成物（製造工程で意図せずに生成し
てしまった化学物質）、廃棄物も含まれる
こと、
元素とは、物質を構成する基本的成分

であり、 種類の原子から成る全ての状
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態であり、励起状態（ ：エネ
ルギー的に不安定な状態）を含み、単体
（水素 、酸素 など、純物質を構成
する元素の種類が 種類の物質。 種類
以上の物質を化合物という）を含むこと
（昭和 年 月 日基発第 号）、
天然産出化学物質とは、鉱石、原油等、

天然に存在するままの状態の化学物質で
あり、動植物から得られる一次産品等も
含まれること（昭和 年 月 日基発
第 号（以下、「昭和 年通達」とい
う））、
放射性物質とは、電離放射線障害防止

規則第 条第 項の放射線物質を意味し
（昭和 年通達）、基本的には放射線を
発する物質を意味すること、
分子間化合物（異なる分子の結合によ

りできる化合物）、包接化合物（分子間化
合物の一種であり、一方の分子にできた
空間に他方の分子が包摂されてできる）
等のように、 以上の化学物質が集合し
て単一の化学構造を持つ化学物質であっ
て、その構成物がいずれも既存化学物質
である場合、既存化学物質とみなされる
こと（昭和 年通達）、

構成単位となる重合物（複数の分子の

結合により生じた新たな化合物）が全て

既存化学物質であるブロック重合物（

種類以上のモノマー（一般に ～ 個程

度の低分子。逆に一般に数千個以上の原

子から成る高分子をポリマーという）が

結合した重合物）及びグラフト重合物（

本の高分子を幹にして，他の種類の高分

子の枝をつけた重合体）も既存の化学物

質とみなされること（昭和 年通達）、

セ 本条の義務主体は、新規化学物

質の製造・輸入者であり、ここで輸入と
いう場合、新規化学物質が密封された部
品を含む機械等が密封状態のまま使用さ
れる予定の場合、新規化学物質を通産大
臣告示にいう商品見本等として輸入する
場合には、該当しない扱いとなること
（昭和 年通達）、
輸入事務の委託者であって、自ら使用

／販売しようとする事業者は、本条の輸
入者に該当すること（昭和 年通達）、
ソ 本条の有害性調査は、がん原性

物質の検出を主な目的としており、その
機能を持つ変異原性試験等かがん原性試
験のいずれかを用いることとされ（安衛
則第 条の 第 項第 号）、原則とし
て微生物を用いる変異原性試験で行われ
ること（昭和 年通達）、この試験は、
厚生労働大臣所定の基準（安衛則第 条
の 第 項、昭和 年 月 日労告第

号））を充たす試験施設等で、厚生労
働大臣所定の基準（昭和 年 月 日労
告第 号）に沿って行われねばならない
こと（同第 項）、
タ 有害性調査後の届出は、新規化

学物質の名称、調査結果等を、所定の様
式（新規化学物質製造（輸入）届書（様
式第 号の ））を用い、所要の書面（調
査結果を示す書面、所定の試験機関等で
調査されたことを示す書面、予定されて
いる製造／取扱い方法を示す書面）を添
えて行うべきとされていること（安衛則
第 条の ）、この届出は、機密保持に
かかる産業界からの強い要望を容れて、
厚生労働大臣宛になされて本省担当課で
直接審査される仕組みが採用されている
こと、
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届出を終えた事業者は、第 項所定の
公表（厚生労働大臣による新規届出物質
の公表）前でも当該物質の製造・輸入が
可能となること（昭和 年通達）、
チ 本条第 項但書が定める適用除

外事由は、労働者のばく露危険がない場
合（要大臣の確認）（第 号）、学術情報
等で有害性なしと判明している場合（要
大臣の確認）（第 号）、試験研究のため
の製造・輸入である場合（第 号）、輸入
品が主に一般消費者生活用製品である場
合（第 号）の 例であること、
このうち第 号は、新規化学物質が製

造中間体等であって、（イ）当該物質を開
放して取り扱うことがないこと、（ロ）製
造・取扱い設備等の取り出し口、フラン
ジ（管の接続部分）等から漏れが生じな
いこと等の条件を全て充たす場合が該当
し（昭和 年通達）、第 号は、学会誌
等に公表されている信頼できる情報でが
ん原性なしとされている場合を意味し
（昭和 年通達）、第 号は、新規化学
物質の開発研究等を行う場合であって、
実験室的な規模で行う場合、然るべき担
当者によって然るべく管理されている場
合等を指し、第 号は、一の事業場での
年間の製造／輸入量が 以下であ

ることを確認された場合が該当すること
（施行令第 条の ）、
ツ 本条第 項所定の公表は、第 項

に基づく届出があった場合（同項第 号
に基づき信頼できる情報でがん原性なし
と確認された場合を含む）、届出の受理や
がん原性なしの確認から 年以内に、定
期的に官報に掲載してなされねばならな
いとされていること、公表された物質は

既存化学物質となること、新規化学物質
の命名は、 （

）命名法に
基づいて行われており、かつてはズレが
見られた労働安全衛生法と化審法の間の
命名も平成 年に関係省庁所管部署で申
し合わせが行われて以後共通化が図られ
ていること、
テ 本条第 項は、第 項に基づく

届出があった場合の厚生労働大臣による
勧告制度を定めていること、これは、事
業者に、調査結果に基づく健康障害防止
措置を義務づけた第 項とパラレルで、
厚生労働大臣による措置を定めたもので、
当該届出を踏まえて先ずは学識経験者に
意見聴取し、届出事業者に、施設・設備
の設置・整備、保護具の備え付け等所要
の措置を勧告できる旨を定めていること、
別途、省令が、意見聴取内容を労働政策
審議会に報告すべき旨定めていること
（安衛則第 条の ）、
本条第 項は、意見聴取を受けた学識

経験者に守秘義務を課しており（但書に、
労働者の健康障害防止上必要な場合の適
用除外の定めあり）、これは、有害性に関
する情報提供の前提を整えることで、そ
の調査の実効性確保を図る趣旨に出たも
のであること、
本条に基づく届出物質のうち、強い変

異原性が認められたものと、国による試
験でそれが認められた既存物質について
は、通達（平成 年 月 日基発第
号）で、ばく露低減措置、作業環境測定、
労働衛生教育、危険有害性に関するラベ
ル表示・ 交付、取扱い業務に従事し
た労働者にかかる記録の保存等を講じる
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届出を終えた事業者は、第 項所定の
公表（厚生労働大臣による新規届出物質
の公表）前でも当該物質の製造・輸入が
可能となること（昭和 年通達）、
チ 本条第 項但書が定める適用除

外事由は、労働者のばく露危険がない場
合（要大臣の確認）（第 号）、学術情報
等で有害性なしと判明している場合（要
大臣の確認）（第 号）、試験研究のため
の製造・輸入である場合（第 号）、輸入
品が主に一般消費者生活用製品である場
合（第 号）の 例であること、
このうち第 号は、新規化学物質が製

造中間体等であって、（イ）当該物質を開
放して取り扱うことがないこと、（ロ）製
造・取扱い設備等の取り出し口、フラン
ジ（管の接続部分）等から漏れが生じな
いこと等の条件を全て充たす場合が該当
し（昭和 年通達）、第 号は、学会誌
等に公表されている信頼できる情報でが
ん原性なしとされている場合を意味し
（昭和 年通達）、第 号は、新規化学
物質の開発研究等を行う場合であって、
実験室的な規模で行う場合、然るべき担
当者によって然るべく管理されている場
合等を指し、第 号は、一の事業場での
年間の製造／輸入量が 以下であ

ることを確認された場合が該当すること
（施行令第 条の ）、
ツ 本条第 項所定の公表は、第 項

に基づく届出があった場合（同項第 号
に基づき信頼できる情報でがん原性なし
と確認された場合を含む）、届出の受理や
がん原性なしの確認から 年以内に、定
期的に官報に掲載してなされねばならな
いとされていること、公表された物質は

既存化学物質となること、新規化学物質
の命名は、 （

）命名法に
基づいて行われており、かつてはズレが
見られた労働安全衛生法と化審法の間の
命名も平成 年に関係省庁所管部署で申
し合わせが行われて以後共通化が図られ
ていること、
テ 本条第 項は、第 項に基づく

届出があった場合の厚生労働大臣による
勧告制度を定めていること、これは、事
業者に、調査結果に基づく健康障害防止
措置を義務づけた第 項とパラレルで、
厚生労働大臣による措置を定めたもので、
当該届出を踏まえて先ずは学識経験者に
意見聴取し、届出事業者に、施設・設備
の設置・整備、保護具の備え付け等所要
の措置を勧告できる旨を定めていること、
別途、省令が、意見聴取内容を労働政策
審議会に報告すべき旨定めていること
（安衛則第 条の ）、
本条第 項は、意見聴取を受けた学識

経験者に守秘義務を課しており（但書に、
労働者の健康障害防止上必要な場合の適
用除外の定めあり）、これは、有害性に関
する情報提供の前提を整えることで、そ
の調査の実効性確保を図る趣旨に出たも
のであること、
本条に基づく届出物質のうち、強い変

異原性が認められたものと、国による試
験でそれが認められた既存物質について
は、通達（平成 年 月 日基発第
号）で、ばく露低減措置、作業環境測定、
労働衛生教育、危険有害性に関するラベ
ル表示・ 交付、取扱い業務に従事し
た労働者にかかる記録の保存等を講じる
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よう求められていること、
ト 関連法規の つに化審法があり、

同法は、人の健康及び動植物等の環境に
有害な（可能性のある）化学物質による
汚染を防ぐため、新規化学物質の製造・
輸入に際して行政がその性状等を審査す
る制度を設けるとともに、その性状等に
応じ、製造、輸入、使用等に所要の規制
を行うことを目的とする法律（化審法第
条）であること、
同法は、大別して次の 部分から構成

されていること、
①新規化学物質の行政による事前審査
②上市後の化学物質の継続的な管理措

置
上市後の届出による製造・輸入数量の

把握、有害性情報の報告等（一定の化学
物質につき、製造・輸入業者による調査
の結果、環境毒性等一定の性状が判明し
た場合に行政に対して行う報告等）に基
づくリスク評価
③化学物質の性状等（分解性、蓄積性、

毒性、環境中での残留状況）に応じた規
制及び措置（製造・輸入数量の把握、有
害性調査の指示、製造・輸入許可、使用
制限等）
ナ 本条の背景事情をみると、一方

では、 で職業がん条約（ 年（昭
和 年）第 号条約。 年（昭和
年）に日本批准）、 年（昭和 年）

に作業環境条約（ 年（昭和 年）
第 号条約）が採択されるなど、化学
物質による職業性疾病への国際的関心が
高まっていたことがあり、他方では、現
行法制定の前後に生じた日本化学工業六
価クロム事件（日本化学工業が江戸川区、

江東区一帯に 万トン以上の六価クロム
鉱滓を廃棄する一方、小松川工場で就労
していた労働者が鼻中隔穿孔や肺がんを
発症していたこと等で社会問題化した事
件 ）に象徴されるような化学物質による
国内の災害があったこと、
また、カネミ油症事件（ 事件）を

契機として、昭和 年に化審法が制定さ
れたこと、この事件は、 年（昭和
年） 月頃、食用油の生産工程で熱媒体
として利用されていた （ポリ塩素化
ビフェニル）が食用油に混入し、それを
摂取した人々に皮膚障害、脳性麻痺、知
的障害等を発症させたものであり、発症
者 人、死者 人以上にのぼった
こと、
本条は、こうした経緯を背景に、昭和
年の法改正（昭和 年法律第 号）

により新設され、その後、 が試験
ガイドライン（

）と有料試験所
基準（ ）
を採用し、これらに沿って得られた化学
物質の安全性に関するデータを国際的に
共有する仕組みが整備されたことから、
昭和 年には、一定の技術的基礎を持つ
と認められる試験所で、所定の基準に沿
って試験を行うべきことが追規定された
こと、その後、第 条の 、 条の の
新設により、ナンバリング改正が行われ
たこと、
ニ 行政は、本条の履行支援のため

に様々な工夫を凝らしていること、例え
ば、 サイトで、調査から事後措置等
に至るフローチャートが示されているこ
と、「新規化学物質の有害性の調査の具体
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的な方法等に関する ＆ 」が公表され、
それに関する通達（令和 年 月 日基
安化発 第 号）も発出されているこ
と、
また、新規化学物質に関する手続を簡

素化するための複数の通達が示されてい
ること（平成 年 月 日基安化発第

第 号（化審法に基づく新規化学物
質の届出書等の写しの添付により、安衛
法上の新規化学物質の製造・輸入届等の
記載事項の一部を省略できることとした
もの）、令和 年 月 日基安化発
第 号（バイオ医薬品については、バイ
オ医薬品安全性評価通知に基づいて、変
異原性試験と同レベル以上の試験が実施
されていれば、その結果の提出をもって、
安衛法上の変異原性／がん原性試験の実
施を不要としたもの）など）、
ヌ 現下、法第 条の に基づき届

け出られた新規化学物質のうち強い変異
原性が認められた約 の物質が、既存
化学物質でそれに該当する 物質と共
に、「強い変異原性が認められた化学物質
による健康障害を防止するための指針
（平成 年 月 日付け基発第 号）」
に沿って、ばく露防止対策、作業環境測
定、労働衛生教育、ラベルの表示・
の交付、記録の保存等の措置を講ずべき
とされていること、
ネ 本条第 項に違反した製造・輸

入業者は、 万円以下の罰金に処せられ
（法第 条第 号）、第 項に違反した
学識経験者は、 ヶ月以下の懲役又は
万円以下の罰金に処せられ得る（法第

条第 号）こと、また、これらの違
反には両罰規定の適用があり得ること

（法第 条）、
ノ 民事上の効力についてみると、

本条第 項は、本来的には行政が化学物
質の有害性を把握して行政上の諸措置に
活用するという行政上の目的を達するた
め、事業者に行政上の義務を課したもの
だが、その違反と労災の間に相当因果関
係が認められる場合、使用者の過失責任
認定の要素となり得ること、また、第
項が定める判明した有害性に基づく健康
障害防止措置は、民事上の安全配慮義務
の内容と多分に共通すること、
ハ 法第 条の は、第 項で、厚

生労働大臣が、化学物質による健康障害
防止措置が必要と認める場合に、製造・
輸入事業者に対し、所定の有害性調査の
実施と結果報告を指示できる旨を定め、
第 項で、その指示の際には、大臣策定
基準に従い、調査の技術水準、調査機関
の整備状況、事業者の調査能力等を総合
的に考慮すべき旨を定め、第 項で、指
示に先んじて学識経験者への意見聴取を
行うべき旨を定め、第 項で、第 項に
よる有害性調査を行った事業者に、自ら
必要な健康障害防止措置を講ずべき義務
を課し、第 項で、学識経験者に第 項
所定の業務にかかる守秘義務を課してい
ること、
ヒ 本条の趣旨は、未だ裏付けとな

るデータが不十分ながら、がん原性が疑
われる化学物質について、製造・輸入事
業者に、一定基準を充たす有害性調査と
その結果報告を行わせることで、健康障
害防止措置を講じようとすることにある
こと（昭和 年 月 日基発第 号）、
フ 本条の義務主体は、新規化学物
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的な方法等に関する ＆ 」が公表され、
それに関する通達（令和 年 月 日基
安化発 第 号）も発出されているこ
と、
また、新規化学物質に関する手続を簡

素化するための複数の通達が示されてい
ること（平成 年 月 日基安化発第

第 号（化審法に基づく新規化学物
質の届出書等の写しの添付により、安衛
法上の新規化学物質の製造・輸入届等の
記載事項の一部を省略できることとした
もの）、令和 年 月 日基安化発
第 号（バイオ医薬品については、バイ
オ医薬品安全性評価通知に基づいて、変
異原性試験と同レベル以上の試験が実施
されていれば、その結果の提出をもって、
安衛法上の変異原性／がん原性試験の実
施を不要としたもの）など）、
ヌ 現下、法第 条の に基づき届

け出られた新規化学物質のうち強い変異
原性が認められた約 の物質が、既存
化学物質でそれに該当する 物質と共
に、「強い変異原性が認められた化学物質
による健康障害を防止するための指針
（平成 年 月 日付け基発第 号）」
に沿って、ばく露防止対策、作業環境測
定、労働衛生教育、ラベルの表示・
の交付、記録の保存等の措置を講ずべき
とされていること、
ネ 本条第 項に違反した製造・輸

入業者は、 万円以下の罰金に処せられ
（法第 条第 号）、第 項に違反した
学識経験者は、 ヶ月以下の懲役又は
万円以下の罰金に処せられ得る（法第

条第 号）こと、また、これらの違
反には両罰規定の適用があり得ること

（法第 条）、
ノ 民事上の効力についてみると、

本条第 項は、本来的には行政が化学物
質の有害性を把握して行政上の諸措置に
活用するという行政上の目的を達するた
め、事業者に行政上の義務を課したもの
だが、その違反と労災の間に相当因果関
係が認められる場合、使用者の過失責任
認定の要素となり得ること、また、第
項が定める判明した有害性に基づく健康
障害防止措置は、民事上の安全配慮義務
の内容と多分に共通すること、
ハ 法第 条の は、第 項で、厚

生労働大臣が、化学物質による健康障害
防止措置が必要と認める場合に、製造・
輸入事業者に対し、所定の有害性調査の
実施と結果報告を指示できる旨を定め、
第 項で、その指示の際には、大臣策定
基準に従い、調査の技術水準、調査機関
の整備状況、事業者の調査能力等を総合
的に考慮すべき旨を定め、第 項で、指
示に先んじて学識経験者への意見聴取を
行うべき旨を定め、第 項で、第 項に
よる有害性調査を行った事業者に、自ら
必要な健康障害防止措置を講ずべき義務
を課し、第 項で、学識経験者に第 項
所定の業務にかかる守秘義務を課してい
ること、
ヒ 本条の趣旨は、未だ裏付けとな

るデータが不十分ながら、がん原性が疑
われる化学物質について、製造・輸入事
業者に、一定基準を充たす有害性調査と
その結果報告を行わせることで、健康障
害防止措置を講じようとすることにある
こと（昭和 年 月 日基発第 号）、
フ 本条の義務主体は、新規化学物
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質の製造・輸入者であり、ここで輸入と
いう場合、新規化学物質が密封された部
品を含む機械等が密封状態のまま使用さ
れる予定の場合、新規化学物質を通産大
臣告示にいう商品見本等として輸入する
場合には、該当しない扱いとなること
（昭和 年通達）、
輸入事務の委託者であって、自ら使用

／販売しようとする事業者は、本条の輸
入者に該当すること（昭和 年通達）、
本条にいう有害性調査とは、基本的に、

実験動物を用いて吸入投与、経口投与等
により行うがん原性調査を意味し（施行
令第 条の ）、これには実験動物の皮
膚への塗布も含まれること（昭和 年通
達）、
ヘ 第 項所定の「厚生労働大臣が

定める指示の基準」は、化学物質による
疾病の性格、化学物質の取扱量、関係労
働者数等を判断指標としており、実際の
指示は、変異原性ありと判断された化学
物質のうち、ばく露する労働者が多く、
ばく露量も多いもの、外国から入手した
情報等でがん原性が疑われるものについ
て行われていること、
本条第 項は、意見聴取を受けた学識

経験者に守秘義務を課しており（但書に、
労働者の健康障害防止上必要な場合の適
用除外の定めあり）、これは、第 条の
第 項と同様に、有害性に関する情報

提供の前提を整えることで、その調査の
実効性確保を図る趣旨に出たものである
こと、
ホ 本条の背景事情をみると、一方

では、 で職業がん条約（ 年（昭
和 年）第 号条約。 年（昭和

年）に日本批准）、 年（昭和 年）
に作業環境条約（ 年（昭和 年）
第 号条約）が採択されるなど、化学
物質による職業性疾病への国際的関心が
高まっていたことがあり、他方では、現
行法制定の前後に生じた日本化学工業六
価クロム事件（日本化学工業が江戸川区、
江東区一帯に 万トン以上の六価クロム
鉱滓を廃棄する一方、小松川工場で就労
していた労働者が鼻中隔穿孔や肺がんを
発症していたこと等で社会問題化した事
件 ）に象徴されるような化学物質による
国内の災害があったこと、
また、カネミ油症事件（ 事件）を

契機として、昭和 年に化審法が制定さ
れたこと、この事件は、 年（昭和
年） 月頃、食用油の生産工程で熱媒体
として利用されていた （ポリ塩素化
ビフェニル）が食用油に混入し、それを
摂取した人々に皮膚障害、脳性麻痺、知
的障害等を発症させたものであり、発症
者 人、死者 人以上にのぼった
こと、
本条は、こうした経緯を背景に、昭和
年の法改正（昭和 年法律第 号）

により新設されたこと、
マ 本条第 項に違反して、厚生労

働大臣が指示する調査を行わない製造・
輸入業者は、 万円以下の罰金に処せら
れ（法第 条第 号）、第 項に違反し
た学識経験者は、 ヶ月以下の懲役又は

万円以下の罰金に処せられ得る（法第
条第 号）こと、また、これらの違

反には両罰規定の適用があり得ること
（法第 条）、
等が示されている。
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14 阿部（理香）報告（第6章第59
条～第 63 条）

（本文は概ね完了。改訂箇所の要約は
未了）
阿部報告は、法第 章に属する第 条

から第 条について解説している。この
章は、労働者への安全衛生教育を中心と
して、一定の危険有害業務への資格を持
たない者の就業制限、中高年齢者等の適
正配置等について定めている。
同報告では、
ア 安全衛生教育は、主に「錯覚」、

「焦り」、「慣れ」等の人的要因による災
害の防止を目的とするものであること、
イ 本章の条文とそれに紐付く政省令

が定める安全衛生教育制度は、現行法に
よって具体化・充実化されると共に、体
系的に整備されたこと、例えば、雇い入
れ時教育制度（第 条第 項）は旧労基
法時代からあったが、作業内容変更時教
育（第 条第 項）や一定の危険有害業
務に従事する者への特別教育（同条第
項）、職長等の現場監督者向けの教育（第

条）は、現行法に初めて盛り込まれた
こと、
ウ 現行法での教育制度の整備の背景

には、その制定前には毎年 人超の
労災による死亡者が生じており、昭和
年の労災防止計画で教育制度の強化が対
策の柱の つとされたこと、現に、教育
の懈怠が社外工や顧客にまで被害が及ぶ
重大な労災の重要な原因となったと思わ
れる例が生じていたこと、他方、適当な
教育内容の背景依存性（事業場の特質や
業務の性格等の諸事情に左右されること）

を理由に年少労働者への教育不足があっ
ても事業者に過失なしとした司法判断
（良工社女子年少者就業制限等違反被告
事件・名古屋地判昭 ・ ・ ）もあっ
たこと等の経緯があったこと、現行安衛
法の制定後も、東海村核燃料施設臨界事
故等の災害例によって制度の拡充が促さ
れたこと、
エ 派遣労働者への雇入れ時の安全衛

生教育は基本的に派遣元が担うが、作業
内容変更時教育は派遣元、派遣先双方、
特別教育は、派遣先が担う立て付けとな
っており、指針（「派遣労働者が講ずべき
措置に関する指針」（平成 年 月
日労働省告示第 号、平成 年 月

日厚生労働省告示第 号））で、派
遣先の実施義務が法定されていなくても、
そうした性格を持つ教育は派遣元が派遣
先に委託でき、派遣先には受託するよう
求められていること、教育措置の懈怠に
よる民事責任は、教育をなすべき立場等
帰責事由の有無により、派遣元・派遣先
それぞれが負うものであること、
オ 実施すべき教育の基本的事項は、

安衛則第 条に定められているが、同条
第 項第 号も定めるように、対象とな
る労働者が従事する業務等により可変的
である（：背景依存性がある）こと、
カ 雇い入れ時教育、作業内容変更時

教育義務、特別教育には罰則が付されて
いるが、職長等現場監督者向け教育義務
には付されていないこと、また、内容の
背景依存性から、前二者には教育時間数
が定められていないこと（他方、特別教
育については、安衛則第 条が定める

種の危険有害業務につき、実施内容や
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14 阿部（理香）報告（第6章第59
条～第 63 条）

（本文は概ね完了。改訂箇所の要約は
未了）
阿部報告は、法第 章に属する第 条

から第 条について解説している。この
章は、労働者への安全衛生教育を中心と
して、一定の危険有害業務への資格を持
たない者の就業制限、中高年齢者等の適
正配置等について定めている。
同報告では、
ア 安全衛生教育は、主に「錯覚」、

「焦り」、「慣れ」等の人的要因による災
害の防止を目的とするものであること、
イ 本章の条文とそれに紐付く政省令

が定める安全衛生教育制度は、現行法に
よって具体化・充実化されると共に、体
系的に整備されたこと、例えば、雇い入
れ時教育制度（第 条第 項）は旧労基
法時代からあったが、作業内容変更時教
育（第 条第 項）や一定の危険有害業
務に従事する者への特別教育（同条第
項）、職長等の現場監督者向けの教育（第

条）は、現行法に初めて盛り込まれた
こと、
ウ 現行法での教育制度の整備の背景

には、その制定前には毎年 人超の
労災による死亡者が生じており、昭和
年の労災防止計画で教育制度の強化が対
策の柱の つとされたこと、現に、教育
の懈怠が社外工や顧客にまで被害が及ぶ
重大な労災の重要な原因となったと思わ
れる例が生じていたこと、他方、適当な
教育内容の背景依存性（事業場の特質や
業務の性格等の諸事情に左右されること）

を理由に年少労働者への教育不足があっ
ても事業者に過失なしとした司法判断
（良工社女子年少者就業制限等違反被告
事件・名古屋地判昭 ・ ・ ）もあっ
たこと等の経緯があったこと、現行安衛
法の制定後も、東海村核燃料施設臨界事
故等の災害例によって制度の拡充が促さ
れたこと、
エ 派遣労働者への雇入れ時の安全衛

生教育は基本的に派遣元が担うが、作業
内容変更時教育は派遣元、派遣先双方、
特別教育は、派遣先が担う立て付けとな
っており、指針（「派遣労働者が講ずべき
措置に関する指針」（平成 年 月
日労働省告示第 号、平成 年 月

日厚生労働省告示第 号））で、派
遣先の実施義務が法定されていなくても、
そうした性格を持つ教育は派遣元が派遣
先に委託でき、派遣先には受託するよう
求められていること、教育措置の懈怠に
よる民事責任は、教育をなすべき立場等
帰責事由の有無により、派遣元・派遣先
それぞれが負うものであること、
オ 実施すべき教育の基本的事項は、

安衛則第 条に定められているが、同条
第 項第 号も定めるように、対象とな
る労働者が従事する業務等により可変的
である（：背景依存性がある）こと、
カ 雇い入れ時教育、作業内容変更時

教育義務、特別教育には罰則が付されて
いるが、職長等現場監督者向け教育義務
には付されていないこと、また、内容の
背景依存性から、前二者には教育時間数
が定められていないこと（他方、特別教
育については、安衛則第 条が定める

種の危険有害業務につき、実施内容や

総括研究報告書（三柴 丈典）

教育時間が、関係規則等に示されている
こと）、その分、労災防止の観点で内容を
事業場や業務の特質に応じて実質化すべ
きこと、安全衛生教育が人的要因対策を
主目的としていることから、今後、健康
教育が強化されていくと一層意義を発揮
すると思われること、
キ 一定の危険有害業務への従事者に

は、旧労基法時代から、危険度に応じて、
免許取得、技能講習修了、特別教育修了
の 種の資格要件が課されており（事業
者にはそれらの資格を持つ者の活用や教
育の実施、従事者には資格を得た上での
業務従事が義務づけられてきた）、現行安
衛法に特別教育制度が盛り込まれた後も、
特別教育より上位の資格を持つ者には、
その全部か一部が免除され得る定めとな
っていること、
ク 職長等現場監督従事者対象の教育

は、作業方法の決定、労働者の配置、仕
事の割り振りなどの「監督の仕方」の教
育であり、主に建設業、製造業等 業種
での実施が義務づけられているが、ホワ
イトカラー系の業務でも必要性が増して
いると思われること、
ケ 一定の危険有害業務（安衛令第

条が定める 種）につき選任が義務づけ
られている作業主任者が職長等現場監督
従事者向けの教育の対象から外されたの
は、作業主任者にはより高い基準が設け
られていること（免許や技能講習修了者
でなければ作業主任者たり得ないこと）
によること、
コ 法第 条は、免許、技能講習修了

など一定の資格要件を持たない者を一定
の危険有害業務に従事させることを罰則

付で禁止しているが、対象となる危険有
害業務は、安衛令第 条が定める発破、
ボイラー、クレーン、重機関係作業等
種に絞られており、特別教育の対象とな
る 業務（安衛則第 条）より範囲が
狭いこと、
サ 法第 条は、身体能力が低下する

が経験値が高いことが多く、雇用継続が
様々な者のメリットになり得る中高年齢
者等について、適正配置により、労災を
防止しつつ雇用の維持を図ろうとした規
定であり、通達では、中高年齢者のほか
身体障害者が対象となる旨示されている
が、その趣旨からすれば、未熟練労働者
や精神障害者等にも適用されて然るべき
と思われ、その際には、障害者雇用促進
法に基づき発出された合理的配慮指針等
が参考にされるべきこと、
シ 今後、プラットフォーム労働者

（請負契約等に基づき個別的に仕事を引
き受けて働くが、労働実態が労働者に類
似する者）への安全衛生教育制度の適用
が課題となると思われること、一人親方
への安全衛生教育については、最近策定
された「建設工事従事者の安全及び健康
の確保に関する基本的な計画」で、受講
機会の確保が図られることとなったこと、
等が示されている。

15 石﨑報告②（第 7 章第 64 条～

第 68 条）

（本文は完了、要約も特殊健診部分の
修正を除き完了）
石﨑報告②は、法第 条ないし第

条のうち、長時間労働者対象の面接指導
制度に関する第 条の ないし第 条
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の 、ストレスチェック制度に関する第
条の 以外について詳説している。
同報告では、
ア これらの規定は、労働衛生の三管

理と呼ばれる①作業環境管理、②作業管
理、③健康管理を定めていること、①は、
作業環境の有害因子を測定し、工学的対
策等で除去・低減するなどして、良好な
状態を維持すること、②は、作業方法の
管理により、有害因子へのばく露を防止
すること、疲労・ストレスを防止するこ
と等、③は、労働者個々人の健康状態を
把握して個別的な対応策を講じたり、①
②に反映させることと説明できること、
①②③の順で優先されるべきだが、相互
に関連させるべきこと、
イ 法第 条は、法制定当時、作業環

境の快適化を定めていたが、平成 年の
法改正で、第 章の が、より幅広い職
場環境の快適化を定めたことに伴い削除
されたこと、
ウ 法第 条が定める作業環境測定を

行うべき作業場（事業場内の細分化され
た法の適用単位 ）については、安衛法
施行令第 条に定めがあり、概ね、空気
中に有害物質があるか、有害物質を取り
扱うか、温度・湿度・騒音など、作業環
境自体が危険なものが列挙されているこ
と、
このうち粉じんを著しく発散する屋内

作業場（施行令第 条第 号）について
は、粉じん則第 条に「常時特定粉じん
作業が行われる屋内作業場」と定義され
ており、ふるい分け、混合、袋詰め、坑

畠中前掲書（ 年（令和元年））

内やずい道での掘削、鉱物の破砕、金属
等の裁断、研磨、製品等に付着した物質
の除去、粉体の運搬、金属の溶解等の一
般的な粉じん作業（粉じん則別表第 ）
のうち、「粉じんを著しく発散する」もの
（坑内作業やずい道内建設作業における
鉱物の掘削作業等 種類）が特定粉じん
作業として列挙され（粉じん則別表第 ）、
それに該当するとされていること、こう
した作業では、じん肺や結核、気胸など
の合併症を引き起こし易いこと、
暑熱・多湿の屋内作業場（施行令第

条第 号）については、安衛則第 条
で、製鉄・製鋼業で用いる種々の炉（高
炉（鉄鉱石→銑鉄の工程）、転炉（銑鉄の
洗練の工程）、電気炉など）に関わる屋内
作業場のほか、金属・ガラス加工業で用
いるキュボラ（鉄等を溶かして鋳物の溶
湯を得るための溶解炉）等で金属・鉱
物・ガラスを溶解ないし加熱、焼成、焼
結する屋内作業場や、溶解金属を運搬す
る屋内作業場など、多量の蒸気を使用す
る染色槽での染色を行う屋内作業場、同
じく金属／非金属の洗浄／めっきを行う
屋内作業場、紡績・織布（しょくふ：縦
糸と横糸で布を織ること）を行い、給湿
を行う屋内作業場、ドライアイス等を取
り扱う屋内作業場、労働者が冷蔵庫の内
部で作業を行う場等が該当するとされて
いること、
著しい騒音を発する屋内作業場（施行

令第 条第 号）については、安衛則第
条で、鋳物・金属加工業における鋲

打ち機、電動ハンマー、鋳物の型込機を

頁。
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の 、ストレスチェック制度に関する第
条の 以外について詳説している。
同報告では、
ア これらの規定は、労働衛生の三管

理と呼ばれる①作業環境管理、②作業管
理、③健康管理を定めていること、①は、
作業環境の有害因子を測定し、工学的対
策等で除去・低減するなどして、良好な
状態を維持すること、②は、作業方法の
管理により、有害因子へのばく露を防止
すること、疲労・ストレスを防止するこ
と等、③は、労働者個々人の健康状態を
把握して個別的な対応策を講じたり、①
②に反映させることと説明できること、
①②③の順で優先されるべきだが、相互
に関連させるべきこと、
イ 法第 条は、法制定当時、作業環

境の快適化を定めていたが、平成 年の
法改正で、第 章の が、より幅広い職
場環境の快適化を定めたことに伴い削除
されたこと、
ウ 法第 条が定める作業環境測定を

行うべき作業場（事業場内の細分化され
た法の適用単位 ）については、安衛法
施行令第 条に定めがあり、概ね、空気
中に有害物質があるか、有害物質を取り
扱うか、温度・湿度・騒音など、作業環
境自体が危険なものが列挙されているこ
と、
このうち粉じんを著しく発散する屋内

作業場（施行令第 条第 号）について
は、粉じん則第 条に「常時特定粉じん
作業が行われる屋内作業場」と定義され
ており、ふるい分け、混合、袋詰め、坑

畠中前掲書（ 年（令和元年））

内やずい道での掘削、鉱物の破砕、金属
等の裁断、研磨、製品等に付着した物質
の除去、粉体の運搬、金属の溶解等の一
般的な粉じん作業（粉じん則別表第 ）
のうち、「粉じんを著しく発散する」もの
（坑内作業やずい道内建設作業における
鉱物の掘削作業等 種類）が特定粉じん
作業として列挙され（粉じん則別表第 ）、
それに該当するとされていること、こう
した作業では、じん肺や結核、気胸など
の合併症を引き起こし易いこと、
暑熱・多湿の屋内作業場（施行令第

条第 号）については、安衛則第 条
で、製鉄・製鋼業で用いる種々の炉（高
炉（鉄鉱石→銑鉄の工程）、転炉（銑鉄の
洗練の工程）、電気炉など）に関わる屋内
作業場のほか、金属・ガラス加工業で用
いるキュボラ（鉄等を溶かして鋳物の溶
湯を得るための溶解炉）等で金属・鉱
物・ガラスを溶解ないし加熱、焼成、焼
結する屋内作業場や、溶解金属を運搬す
る屋内作業場など、多量の蒸気を使用す
る染色槽での染色を行う屋内作業場、同
じく金属／非金属の洗浄／めっきを行う
屋内作業場、紡績・織布（しょくふ：縦
糸と横糸で布を織ること）を行い、給湿
を行う屋内作業場、ドライアイス等を取
り扱う屋内作業場、労働者が冷蔵庫の内
部で作業を行う場等が該当するとされて
いること、
著しい騒音を発する屋内作業場（施行

令第 条第 号）については、安衛則第
条で、鋳物・金属加工業における鋲

打ち機、電動ハンマー、鋳物の型込機を

頁。
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取り扱う作業場、ロール機、圧延機によ
る金属の圧延等に関わる作業場、通称ガ
ラ箱による金属製品の研磨等を行う作業
場、ドラム内の刃で木の皮を剥ぐドラム
パーカーや丸太をチップ状にカットする
チッパー等を用いる作業場等が該当する
とされていること、
坑内の作業場（施行令第 条第 号）

については、安衛則第 条で、炭酸ガ
スが停滞する（想定リスク：炭酸ガス中
毒）、気温が 度を超える（想定リス
ク：熱中症）、通気設備が設けられている
（想定リスク：酸欠）坑内作業場等が該
当するとされていること、坑内作業場で
の炭酸ガス濃度（ ％以下）、坑内気温
（ 度以下）、通気設備の設置について
は、それぞれ安衛則に規定されているこ
と、
中央管理式空調設備（空気の浄化、温

湿度や流量の調整等ができる設備）の設
置建築物の室（施行令第 条第 号）に
ついては、事務所用のものに限り、事務
所則の規制対象となっており、法第 条
を根拠に室の一酸化炭素及び二酸化炭素
濃度（事務所則第 条）、室の温度管理
（事務所則第 条、第 条）などが定め
られていること、
放射線業務（原子炉運転業務、医療現

場での診断・治療、機械の非破壊検査に
かかる作業等）を行う作業場（施行令第
条第 号）については、電離則第 条

で、①管理区域（放射線実効線量の合計
が を超えるおそれがある等、放射
線量が強い区域）該当箇所、②放射性物
質取扱作業室、③事故由来廃棄物等取扱
施設（東電福島原発の事故で放出された

放射性物質で汚染された廃棄物や土壌の
取扱作業用の施設）、④坑内核原料物質採
掘作業場が該当するとされていること、
放射線の生体影響は、その種類、エネル
ギー、内部照射（体の内部から放射線を
あてる。放射線源を直接腫瘍にあてる治
療等が該当する）か外部照射（体の外部
から放射線をあてる）かにより異なるが、
全身被曝では造血器障害等、局所被爆で
は皮膚、眼、生殖腺等に障害が生じるほ
か、長期の潜伏を経て発症する障害とし
て悪性腫瘍、遺伝性影響が生じること、
特定化学物質（労働者に健康障害を発

生させる（可能性が高い）物質として、
労働安全衛生法施行令（令）別表第 で
定められ、特化則で第 類から第 類に
分類して規制されている化学物質）の製
造・取扱いを行う屋内作業場（施行令第
条第 号）については、特化則第 条

と施行令別表の関連規定で、第 類物質
と第 類物質の一部を扱う作業場が該当
するとされていること、特化則は、がん
原性等の有害性のある物質を、第 類か
ら第 類に分けて規制していること、作
業環境測定の対象となる第 類物質は、
漏洩とそれによる危害の可能性がある物
質、クロロホルムなど発がん性が疑われ
る特別有機溶剤等（有機則から規制が移
行したもの）、オーラミンなど尿路系器官
に腫瘍を生じ得る物質等とされているこ
と、また、特別有機溶剤のみ又はそれと
有機溶剤を加えた成分の重量が全体の
％を超える製剤等は、特別有機溶剤混
合物として、特化則第 条の の適用を
受け、準用された有機則により作業環境
測定対象とされること（これには、特化
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則第 条では測定対象外とされている特
別有機溶剤の含有率 ％以下の製剤等も
含まれる）、
規則の適用関係を整理すれば、特定有

機溶剤のみの成分が ％を超え（混合物
の成分が ％を超え）るものは、特化則
と有機則双方の適用を受け、特定有機溶
剤のみの成分が ％以下（だが、混合物
の成分が ％を超える）のものは、有機
則のみの適用を受けること、特定有機溶
剤のみの成分は ％を超えるが、混合物
の成分が ％以下のものは、特化則のみ
の適用を受けることになること、作業環
境測定の対象業務の多くは、特殊健診対
象業務と一致するが、エチレンオキシド
やホルムアルデヒドの製造業務のように、
前者の対象だが後者の対象となっていな
いものもあること 、
石綿等の取扱い・製造を行う屋内作業

場（施行令第 条第 号）については、
石綿等を取り扱ったり、試験研究のため
に製造する屋内作業場が該当し、石綿則
の規制対象とされていること、石綿は、
特化則の規制対象とされていたが、発が
ん性リスクの重要性等に鑑みて、平成
年に石綿則が分離独立した経緯があるこ
と、また、昭和 年の施行令改正で、コ
ークス炉での石炭燃焼時に発生するター

後述するように、特殊健診は、有害物
等取扱い作業従事労働者に対し、作業環
境管理や作業管理ではばく露リスクを完
全に除去できないことを前提に、労働者
個人ごとに、特定の有害要因へのばく露
による標的臓器の障害等の健康影響の関
係と共に、必ずしもばく露と関わらない

ル蒸気による肺がん発生リスクを防止す
るため、施行令第 条第 号後半で、コ
ークス製造作業場も作業環境測定の対象
とされたこと、
鉛業務を行う屋内作業場（施行令第

条第 号）については、施行令別表第
で、鉛、銅などの製錬等にかかる溶鉱等
の取扱作業、鉛蓄電池、電線等の製造過
程での溶融等の作業、物体表面を鉛の膜
で覆う鉛ライニングの作業、溶融した鉛
を用いる金属の焼入れ等（第 号～第
号、第 号、第 号）が該当するとさ
れていること、他方、鉛の飛散が少量と
考えられる鉛化合物を含有する釉薬（う
わぐすり）の製造や利用、鉛装置 内部
の作業等は該当しないとされている（第
号、第 号、第 号～第 号）が、

特殊健診対象とされていること、
酸欠危険を伴う作業場（施行令第 条

第 号）については、施行令別表第 で、
酸欠をもたらす要因ごとに列挙されてい
ること、それには、物のサビ関係（鋼製
のボイラー、タンク、長期間利用されて
いない井戸等）、物の呼吸関係（穀物、飼
料、チップ等が入っている貯蔵施設等）、
微生物の呼吸関係（し尿、汚水、雨水や
海水が溜まっている暗きょ、醤油や酒を
入れたタンク等）、不活性ガスの流入関係

健康障害の発見を目的とするものである
こと、
粉状の鉛等又は焼結鉱等が内部に付着

し、又はたい積している炉、煙道、粉砕
機、乾燥器、除じん装置その他の装置
（安衛法施行令別表第 備考 ）。
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則第 条では測定対象外とされている特
別有機溶剤の含有率 ％以下の製剤等も
含まれる）、
規則の適用関係を整理すれば、特定有

機溶剤のみの成分が ％を超え（混合物
の成分が ％を超え）るものは、特化則
と有機則双方の適用を受け、特定有機溶
剤のみの成分が ％以下（だが、混合物
の成分が ％を超える）のものは、有機
則のみの適用を受けること、特定有機溶
剤のみの成分は ％を超えるが、混合物
の成分が ％以下のものは、特化則のみ
の適用を受けることになること、作業環
境測定の対象業務の多くは、特殊健診対
象業務と一致するが、エチレンオキシド
やホルムアルデヒドの製造業務のように、
前者の対象だが後者の対象となっていな
いものもあること 、
石綿等の取扱い・製造を行う屋内作業

場（施行令第 条第 号）については、
石綿等を取り扱ったり、試験研究のため
に製造する屋内作業場が該当し、石綿則
の規制対象とされていること、石綿は、
特化則の規制対象とされていたが、発が
ん性リスクの重要性等に鑑みて、平成
年に石綿則が分離独立した経緯があるこ
と、また、昭和 年の施行令改正で、コ
ークス炉での石炭燃焼時に発生するター

後述するように、特殊健診は、有害物
等取扱い作業従事労働者に対し、作業環
境管理や作業管理ではばく露リスクを完
全に除去できないことを前提に、労働者
個人ごとに、特定の有害要因へのばく露
による標的臓器の障害等の健康影響の関
係と共に、必ずしもばく露と関わらない

ル蒸気による肺がん発生リスクを防止す
るため、施行令第 条第 号後半で、コ
ークス製造作業場も作業環境測定の対象
とされたこと、
鉛業務を行う屋内作業場（施行令第

条第 号）については、施行令別表第
で、鉛、銅などの製錬等にかかる溶鉱等
の取扱作業、鉛蓄電池、電線等の製造過
程での溶融等の作業、物体表面を鉛の膜
で覆う鉛ライニングの作業、溶融した鉛
を用いる金属の焼入れ等（第 号～第
号、第 号、第 号）が該当するとさ
れていること、他方、鉛の飛散が少量と
考えられる鉛化合物を含有する釉薬（う
わぐすり）の製造や利用、鉛装置 内部
の作業等は該当しないとされている（第
号、第 号、第 号～第 号）が、

特殊健診対象とされていること、
酸欠危険を伴う作業場（施行令第 条

第 号）については、施行令別表第 で、
酸欠をもたらす要因ごとに列挙されてい
ること、それには、物のサビ関係（鋼製
のボイラー、タンク、長期間利用されて
いない井戸等）、物の呼吸関係（穀物、飼
料、チップ等が入っている貯蔵施設等）、
微生物の呼吸関係（し尿、汚水、雨水や
海水が溜まっている暗きょ、醤油や酒を
入れたタンク等）、不活性ガスの流入関係

健康障害の発見を目的とするものである
こと、
粉状の鉛等又は焼結鉱等が内部に付着

し、又はたい積している炉、煙道、粉砕
機、乾燥器、除じん装置その他の装置
（安衛法施行令別表第 備考 ）。
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（爆発・酸化防止用の窒素が封入された
タンク等）、ドライアイスなどの冷媒用ガ
ス関係（冷凍機室等）、酸欠空気等の噴出
関係（メタンガスが発生する埋立地等、
配管内のプロパンガスが噴出し得る配管
替え作業場等、地下駐車場など消火用の
炭酸ガスの誤放出による酸欠危険作業場
等、石油ガスの遊離（結合の切断）が生
じる危険のある石油タンカーの油槽内等）
等があること、このうち汚水等の微生物
が発生する場所では、硫化水素が発生す
るおそれがあること、酸欠則では、一定
の酸素濃度の確保と硫化水素濃度の上限
を定めていること、
有機溶剤の製造・取扱いを行う屋内作

業場（施行令第 条第 号）について
は、施行令別表第 の に掲げられた
種類の有機溶剤とその混合物のうち、計
種類の第 種・第 種有機溶剤等が測

定の対象とされていること、有機則第
条では、第 種有機溶剤の重量含有率が
％以上のものは第 種となり、双方とも
重量含有率が ％未満でも、両者の合計
含有率が ％を超えるものは第 種とな
ること、やはり施行令第 条第 号が
測定対象の条件としている（＊同号は、
別表第 の に挙げられた有機溶剤の製
造・取扱いを行う業務のうち、省令で定
めるものを測定対象としている）有機溶
剤業務には、染料、医薬品、農薬、化学
繊維等の製造工程での有機溶剤のろ過、
混合、攪拌のほか、有機溶剤を用いた印
刷、つや出し・防水加工、有機溶剤が付
着した物の乾燥、有機溶剤を入れたこと
のあるタンク内での業務等が該当するこ
と（有機則第 条第 号）、特化則に定め

られた特別有機溶剤は、がん原性が認め
られるものであり、規制の趣旨が異なる
こと、
エ 屋外作業場は、自然環境の影響を

受け易い等の事情から定点観測前提の作
業環境測定は困難と考えられてきたが、
ガイドラインレベルながら、「屋外作業場
等における作業環境管理に関するガイド
ライン」がまとめられ、個人サンプラー
（個人に装着できる試料採取装置）によ
る測定と管理濃度による評価と管理が推
奨されたり、廃棄物焼却施設内作業にお
けるダイオキシン類曝露防止対策要綱
（平成 年 月 日）や、ずい道等建
設工事における粉じん対策に関するガイ
ドライン（平成 年 月 日、最終改
正：平成 年 月 日）が公表された
りしていること、
オ 本条（法第 条）に基づく作業環

境測定の対象（熱、粉じん濃度など）と
頻度（作業開始前、半月に 度、半年に
度など）は、作業場の種類ごとに関係

規則に定められているが、粉じん作業を
行う坑内作業場の作業環境測定は、本条
ではなく、粉じん則第 条の に根拠が
あること、
カ 作業環境測定が義務づけられてい

る作業場のうち、特定粉じんを著しく発
散する屋内作業場、放射性物質取扱作業
室及び事故由来廃棄物等取扱施設など、
作業環境測定法第 条第 号、同法施行
令第 条に定められた屋内作業場（指定
作業場：「安衛法第 条第 項の作業場
のうち政令で定める作業場」（作業環境測
定法第 条第 号））は、測定に高度の知
識や技術を要すること、重篤な健康障害
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を招くおそれ等から、作業環境測定士等
による測定が求められていること（作業
環境測定法第 条）、指定作業場について
作業環境測定士等による測定を行った上
での結果の評価については、安衛法第
条の 、作業環境測定法第 条により、
規則の定め（有機則第 条の 、鉛規則
第 条の 、特化則第 条の 、粉じん
則第 条の 、石綿則第 条）により
つつ、厚生労働大臣が定める作業環境評
価基準に基づいて行わねばならないが、
同基準第 条では、放射線関係作業場は、
作業環境評価基準による評価の対象から
除かれていること（評価自体が免除され
ているわけではない）、唐澤正義氏によれ
ば、放射線の強度の測定には、物理化学
的な測定方法が確立され、電離則の第
条の 、第 条～第 条に被ばく限度も
定められていること（＊あぶないライン
と対応策が明確であること）等から、特
化物や粉じん等のように、捕集されたサ
ンプルの分析方法まで細かく規定する必
要がなかったことが理由であること、
著しい騒音を発する屋内作業場は、指

定作業場ではないが、 年（平成 年）
以後、作業環境測定基準第 条により、
指定作業場と同様の測定方法（ 測定
（単位作業場所の平均的な環境を調べる
ために、単位作業場内につき ｍ以内の
等間隔で 点以上の格子点で測定）及び
測定（ハザードの時間的・空間的な偏

在や労働者の移動等を前提に、作業者が
呼吸可能性がある中で最も濃度が高くな
ると考えられる点で測定））を行うべきと
されていること、その実施のためのガイ
ドライン（平成 年基発第 号）が公

表されていること、単位作業場とは、有
害物質作業場の区域のうち、労働者の作
業中の行動範囲、有害物の分布の状況等
を考慮して定められる作業環境測定の単
位をいう（作業環境測定基準第 条第
項第 号）こと、測定対象となるのは等
価騒音であり、これは、時間経過と共に
変動する作業場内の騒音レベルを一定時
間の中で測定して平均値を算出したもの
を意味すること、
キ 本条（法第 条）に基づく作業環

境測定は、第 項に基づき厚生労働大臣
が定める作業環境測定基準（昭和 年
月 日）に基づいて行わねばならず、そ
うしなければ、法定の測定を行ったこと
にはならないこと、同基準は、粉じん濃
度から、気温、騒音、放射線等さまざま
な危険源にかかる測定方法や測定機器に
ついて規定していること、基準が定める
測定方法には、き束的なものと、「同等以
上の性能を有しているもの」を許容する
性能要件的なものがあること、現段階で、
法第 条第 項に基づく作業環境測定指
針は公表されておらず、従って、第 項
（指針に基づく事業者や測定専門団体へ
の指導等）は行われておらず、また、特
殊健診に関する法第 条第 項とセット
で規定された第 項（労働衛生指導医の
意見に基づく事業者への作業環境測定等
の指示）も運用されていないこと、
ク 作業環境測定は、個々の作業場の

条件を踏まえ、的確に行われねばならず、
そのため、生産工程、作業方法、発散物
の性状等を踏まえ、対象物質、測定と管
理の範囲、測定点、測定時間・時間帯、
測定及び分析方法等にかかるデザイン
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を招くおそれ等から、作業環境測定士等
による測定が求められていること（作業
環境測定法第 条）、指定作業場について
作業環境測定士等による測定を行った上
での結果の評価については、安衛法第
条の 、作業環境測定法第 条により、
規則の定め（有機則第 条の 、鉛規則
第 条の 、特化則第 条の 、粉じん
則第 条の 、石綿則第 条）により
つつ、厚生労働大臣が定める作業環境評
価基準に基づいて行わねばならないが、
同基準第 条では、放射線関係作業場は、
作業環境評価基準による評価の対象から
除かれていること（評価自体が免除され
ているわけではない）、唐澤正義氏によれ
ば、放射線の強度の測定には、物理化学
的な測定方法が確立され、電離則の第
条の 、第 条～第 条に被ばく限度も
定められていること（＊あぶないライン
と対応策が明確であること）等から、特
化物や粉じん等のように、捕集されたサ
ンプルの分析方法まで細かく規定する必
要がなかったことが理由であること、
著しい騒音を発する屋内作業場は、指

定作業場ではないが、 年（平成 年）
以後、作業環境測定基準第 条により、
指定作業場と同様の測定方法（ 測定
（単位作業場所の平均的な環境を調べる
ために、単位作業場内につき ｍ以内の
等間隔で 点以上の格子点で測定）及び
測定（ハザードの時間的・空間的な偏

在や労働者の移動等を前提に、作業者が
呼吸可能性がある中で最も濃度が高くな
ると考えられる点で測定））を行うべきと
されていること、その実施のためのガイ
ドライン（平成 年基発第 号）が公

表されていること、単位作業場とは、有
害物質作業場の区域のうち、労働者の作
業中の行動範囲、有害物の分布の状況等
を考慮して定められる作業環境測定の単
位をいう（作業環境測定基準第 条第
項第 号）こと、測定対象となるのは等
価騒音であり、これは、時間経過と共に
変動する作業場内の騒音レベルを一定時
間の中で測定して平均値を算出したもの
を意味すること、
キ 本条（法第 条）に基づく作業環

境測定は、第 項に基づき厚生労働大臣
が定める作業環境測定基準（昭和 年
月 日）に基づいて行わねばならず、そ
うしなければ、法定の測定を行ったこと
にはならないこと、同基準は、粉じん濃
度から、気温、騒音、放射線等さまざま
な危険源にかかる測定方法や測定機器に
ついて規定していること、基準が定める
測定方法には、き束的なものと、「同等以
上の性能を有しているもの」を許容する
性能要件的なものがあること、現段階で、
法第 条第 項に基づく作業環境測定指
針は公表されておらず、従って、第 項
（指針に基づく事業者や測定専門団体へ
の指導等）は行われておらず、また、特
殊健診に関する法第 条第 項とセット
で規定された第 項（労働衛生指導医の
意見に基づく事業者への作業環境測定等
の指示）も運用されていないこと、
ク 作業環境測定は、個々の作業場の

条件を踏まえ、的確に行われねばならず、
そのため、生産工程、作業方法、発散物
の性状等を踏まえ、対象物質、測定と管
理の範囲、測定点、測定時間・時間帯、
測定及び分析方法等にかかるデザイン
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（計画）が必要となること、
ケ 作業環境測定には、単位作業場内

の平均的な有害物質の濃度分布を調べる
測定、作業場内での有害物質の場所的、

空間的な偏在を前提に、発散源発生時な
いし発散源近くでの濃度を調べる 測定
が基本であること（作業環境評価基準第
条、関係通達）、 年（令和 年）

月 日からは、労働者の体に試料採取機
器等を装着して、個々人の作業環境条件
を測定する個人サンプリング法（ 測定、
測定）をもって代えることが認められ

ていること（令和 年 月 日厚生労働
省告示第 号による改定）、測定点の高
さは、人の呼吸域を意識して、 以上

以下となっていること、 測定と
測定の関係は、 測定と 測定の関係に
近く、平均と特定の関係にあること、す
なわち、

測定：健康障害のリスクが高く、管
理濃度が低く設定されている低管理濃度
特定化学物質や有機溶剤を対象に、作業
者の動きで呼吸域の濃度が変わるような
条件で、複数の労働者に長時間サンプラ
ーを付けてサンプリングを行う測定

測定：発散源が作業者と共に移動す
るような条件で、発散源に近い場所で濃
度が最も高い時間に行う測定
であること、

【 、 測定のイメージ図】

（ 静 岡 労 働 局 の サ イ ト
（

最終閲覧日： 年 月 日））

【 、 測定のイメージ図】
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（ 静 岡 労 働 局 の サ イ ト
（

最終閲覧日： 年 月 日））

主な捕集方法には、①ろ過捕集方法、
②直接捕集方法、③固体捕集方法、④液
体捕集方法、⑤冷却捕集方法があること、
その選択は、常温・常圧で液体か固体か、
昇華性があるか（固体が液体を経ずに気
化するか）、粒子の大きさ、利用条件など
で決定されること、
コ 粉じん濃度の測定では、作業環境

測定基準第 条で、ろ過捕集方法（粒子
状物質を含む気体または固体物質を含む
液体を、ろ紙を通すことによりろ過し、
粒子状物質または固体物質のみをろ紙上
に捕集する方法 ）及び重量分析方法
（ろ過材に捕集された試料（目的成分以
外も混合したもの）を秤量したのち溶液
にとかし、沈殿などにより目的とする成

の サイト
（

最終閲覧日： 年
月 日）。

分を純粋な化合物として分離し、その重
量を測ることにより、試料中の目的成分
の定量をおこなう分析法 ）（いわば絶対
濃度測定法）が原則とされているが、吸
引時間が長いこと等から、より簡易な光
散乱式等の相対濃度指示方法（光を当て
て反応をみる等して大まかな測定値を出
し、それと質量濃度測定値の対比（変換
係数： 値）を当てはめて、正確な測定
値を推計する）との並行測定が認められ
ていること、

年間第 管理区分の評価がされれば、
労基署長の許可により、相対濃度指示方
法のみでの測定が可能となること（粉じ
ん則第 条第 項ほか）、相対濃度指示
方法による場合には、絶対濃度測定法に
よる数値との対比から算出した係数（質
量濃度変換係数）を用いて、質量濃度を
推計する必要があること、こうした測定
法と評価法が、規則や基準に細かく規定
されていること、
けい肺をもたらすなど有害性が強い粉

じん中の遊離ケイ酸（石英など、けい素
（ ）が酸素（ ）と結合した鉱物
（ ））の含有率の測定については、
エックス線回折分析方法（照射したエッ
クス線の反射の強度から物質を特定する
方法）か重量分析方法によるべきことが
定められていること（作業環境測定基準
第 の ）、
鉛の測定については、特定の波長の光

信州大学モジュール教材の サイ
ト（

最終閲覧日： 年 月 日）。
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（ 静 岡 労 働 局 の サ イ ト
（

最終閲覧日： 年 月 日））

主な捕集方法には、①ろ過捕集方法、
②直接捕集方法、③固体捕集方法、④液
体捕集方法、⑤冷却捕集方法があること、
その選択は、常温・常圧で液体か固体か、
昇華性があるか（固体が液体を経ずに気
化するか）、粒子の大きさ、利用条件など
で決定されること、
コ 粉じん濃度の測定では、作業環境

測定基準第 条で、ろ過捕集方法（粒子
状物質を含む気体または固体物質を含む
液体を、ろ紙を通すことによりろ過し、
粒子状物質または固体物質のみをろ紙上
に捕集する方法 ）及び重量分析方法
（ろ過材に捕集された試料（目的成分以
外も混合したもの）を秤量したのち溶液
にとかし、沈殿などにより目的とする成

の サイト
（

最終閲覧日： 年
月 日）。

分を純粋な化合物として分離し、その重
量を測ることにより、試料中の目的成分
の定量をおこなう分析法 ）（いわば絶対
濃度測定法）が原則とされているが、吸
引時間が長いこと等から、より簡易な光
散乱式等の相対濃度指示方法（光を当て
て反応をみる等して大まかな測定値を出
し、それと質量濃度測定値の対比（変換
係数： 値）を当てはめて、正確な測定
値を推計する）との並行測定が認められ
ていること、

年間第 管理区分の評価がされれば、
労基署長の許可により、相対濃度指示方
法のみでの測定が可能となること（粉じ
ん則第 条第 項ほか）、相対濃度指示
方法による場合には、絶対濃度測定法に
よる数値との対比から算出した係数（質
量濃度変換係数）を用いて、質量濃度を
推計する必要があること、こうした測定
法と評価法が、規則や基準に細かく規定
されていること、
けい肺をもたらすなど有害性が強い粉

じん中の遊離ケイ酸（石英など、けい素
（ ）が酸素（ ）と結合した鉱物
（ ））の含有率の測定については、
エックス線回折分析方法（照射したエッ
クス線の反射の強度から物質を特定する
方法）か重量分析方法によるべきことが
定められていること（作業環境測定基準
第 の ）、
鉛の測定については、特定の波長の光

信州大学モジュール教材の サイ
ト（

最終閲覧日： 年 月 日）。
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を試料が吸収した光の度合いを試料液に
当てて可視化して測定する吸光光度分析
方法等の採用が規定されていること（作
業環境測定基準第 条第 項）、所定の
特定化学物質や有機溶剤については、特
段の条件なく、又は、第 管理区分が
年間継続した単位作業場であるなどの一
定条件下で、簡易な検知管方式等による
測定が可能とされていること（同第 条
第 項、第 項、第 条第 項）、

【絶対濃度測定法】

（厚生労働省作成資料（日本カノマック
ス 株 式 会 社 提 供

最終閲覧日：
年 月 日））

【相対濃度指示方法（光散乱式）】

（厚生労働省作成資料（日本カノマック
ス 株 式 会 社 提 供

最終閲覧日：
年 月 日））

【吸光光度分析方法】

＊吸光光度計：特定の波長の光（単色光）
を溶液試料に当てた際、通過した光の量
を測定し、試料が吸収した光（吸光度）
を分析する装置のこと。
（図、説明共：研究 の サイト
（ 株 式 会 社 運 営 ）

最終閲
覧日： 年 月 日）

サ 放射線被ばくにかかる測定の技術
と方法論はかなり複雑だが、それによる
人体への影響の基本的な指標として、等
価線量と実効線量（いずれも単位はシー
ベルト（ ））という概念が用いられて
いること、このうち等価線量は、人体が
吸収する放射線の量（吸収線量という。
単位はグレイ（ ））とその放射線の性
格（α、β、γ、 、中性子など。放射
線荷重係数で示される）を加味して算出
するもの、実効線量は、その つの要素
に加え、放射線を受ける臓器側の感受性
（組織荷重係数で示される）を加味して
算出するものであること、要するに、放
射能の人体への健康影響が関心事なので、
その要素と認識されている放射線の量の
ほか、性格（物の透過力や破壊力（：原
子核の周りの電子を失わせる（電離）な
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ど、原子の構造を変えて不安定にする力）
など）と臓器側の受け止め（反応）が基
本的な指標とされていること、
このうち放射線の性格や臓器側の受け

止めを直接的に測るのは実際には難しい
ので、人の臓器の多くがそれより深くに
あることを踏まえ、皮膚の表面から
の深さの線量（ 線量当量と呼ばれる）
を、線量計を人に取り付けたり、人を模
した球体（ 球という）の機器を用
いるなどして測定し、推計する方法がよ
く用いられていること（前者で測定する
ものを個人線量当量、後者を周辺線量当
量という）、ただし、放射能の性質等によ
り、浅い箇所の影響が大きくなる場合も
あるので、 マイクロメートル（μ ）
の深さの線量（ μ 線量当量と呼ばれ
る）を測定する方法も採られること、
この際に用いられる線量当量との用語

は、放射線から人体が受ける影響を指す
点で、等価線量や実効線量と似た概念で、
単位はシーベルト（ ）で示されるが、
それほど精度が高くないこと、線量当量
率とは、おおむね 時間あたりの線量当
量を示し、単位は で示されること、
放射線障害防止法は、許可等を受けて、

放射性同位元素（放射線を発する原子）
など、放射線を発するものの取扱いや廃
棄をする者に、所定の危険箇所（管理区
域）での 線量当量率の測定を義務づ
けつつ、実施がかなり困難な場合、別の
方法での推計も容認しているが、電離則
は実測を義務づけていること、もっとも、
粉じん等の測定とは異なり、等間隔に測
定器を置いて作業空間にある有害物の平
均的な濃度を測る 測定のような方法で

なければならないとはされていないこと、
管理区域での身体の外部からの放射線

（外部放射線）による被ばくの実際の測
定には、線量当量率について、電離箱式
照射線量当量率計、比例計数管、ガイガ
ー・ミュラー計数管など、放射能がもた
らす原子の反応（電離によるイオン化
（原子が帯びる電荷（プラス・マイナス）
のアンバランス）やそれがもたらす現象）
ないしそれを人為的に促進して分かり易
くした状態（電子なだれなど）を検出す
る機器、線量当量については、（一定条件
下で）放射線量に応じて発光する性質を
利用した、熱ルミネッセンス線量計、フ
ィルムバッジ、蛍光ガラス線量計など、
個々人に取り付けて、ある程度時間をか
けて感応を検出する機器（個人線量計測
装置と呼ばれる）などが用いられており、
作業環境測定基準第 条は、以前は使用
すべき機器まで定めていたが、一部の機
器の廃止等もあり、現在は必要な性能を
定める形式を採っていること、同条に紐
付く告示では、 規格が援用されている
こと、 規格が指示しているサーベイメ
ータは、放射線のみならず、放射性物質
（放射線を発する物質）そのものを対象
とした測定も可能であること、
前述の通り、作業環境測定法第 条第
号、同法施行令第 条に定められた屋

内作業場（指定作業場）では、作業環境
測定士等による測定が求められていると
ころ（作業環境測定法第 条）、放射性物
質取扱作業室及び事故由来廃棄物等取扱
施設も、電離則第 条の定めによりその
対象とされ、なおかつ放射性物質の濃度
（単位はベクレル（ ））が測定の対象
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ど、原子の構造を変えて不安定にする力）
など）と臓器側の受け止め（反応）が基
本的な指標とされていること、
このうち放射線の性格や臓器側の受け

止めを直接的に測るのは実際には難しい
ので、人の臓器の多くがそれより深くに
あることを踏まえ、皮膚の表面から
の深さの線量（ 線量当量と呼ばれる）
を、線量計を人に取り付けたり、人を模
した球体（ 球という）の機器を用
いるなどして測定し、推計する方法がよ
く用いられていること（前者で測定する
ものを個人線量当量、後者を周辺線量当
量という）、ただし、放射能の性質等によ
り、浅い箇所の影響が大きくなる場合も
あるので、 マイクロメートル（μ ）
の深さの線量（ μ 線量当量と呼ばれ
る）を測定する方法も採られること、
この際に用いられる線量当量との用語

は、放射線から人体が受ける影響を指す
点で、等価線量や実効線量と似た概念で、
単位はシーベルト（ ）で示されるが、
それほど精度が高くないこと、線量当量
率とは、おおむね 時間あたりの線量当
量を示し、単位は で示されること、
放射線障害防止法は、許可等を受けて、

放射性同位元素（放射線を発する原子）
など、放射線を発するものの取扱いや廃
棄をする者に、所定の危険箇所（管理区
域）での 線量当量率の測定を義務づ
けつつ、実施がかなり困難な場合、別の
方法での推計も容認しているが、電離則
は実測を義務づけていること、もっとも、
粉じん等の測定とは異なり、等間隔に測
定器を置いて作業空間にある有害物の平
均的な濃度を測る 測定のような方法で

なければならないとはされていないこと、
管理区域での身体の外部からの放射線

（外部放射線）による被ばくの実際の測
定には、線量当量率について、電離箱式
照射線量当量率計、比例計数管、ガイガ
ー・ミュラー計数管など、放射能がもた
らす原子の反応（電離によるイオン化
（原子が帯びる電荷（プラス・マイナス）
のアンバランス）やそれがもたらす現象）
ないしそれを人為的に促進して分かり易
くした状態（電子なだれなど）を検出す
る機器、線量当量については、（一定条件
下で）放射線量に応じて発光する性質を
利用した、熱ルミネッセンス線量計、フ
ィルムバッジ、蛍光ガラス線量計など、
個々人に取り付けて、ある程度時間をか
けて感応を検出する機器（個人線量計測
装置と呼ばれる）などが用いられており、
作業環境測定基準第 条は、以前は使用
すべき機器まで定めていたが、一部の機
器の廃止等もあり、現在は必要な性能を
定める形式を採っていること、同条に紐
付く告示では、 規格が援用されている
こと、 規格が指示しているサーベイメ
ータは、放射線のみならず、放射性物質
（放射線を発する物質）そのものを対象
とした測定も可能であること、
前述の通り、作業環境測定法第 条第
号、同法施行令第 条に定められた屋

内作業場（指定作業場）では、作業環境
測定士等による測定が求められていると
ころ（作業環境測定法第 条）、放射性物
質取扱作業室及び事故由来廃棄物等取扱
施設も、電離則第 条の定めによりその
対象とされ、なおかつ放射性物質の濃度
（単位はベクレル（ ））が測定の対象
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とされていること、放射性物質の濃度は、
概ね放射能（放射線を発する能力）とそ
の量の掛け合わせに等しく、その状態
（粒子状かガス状かなど）、目的、採集箇
所等に応じて適当な捕集方法が変わるこ
と、たとえば、作業室全体での空気汚染
の検出には、汚染を確実に検出できる位
置（排気口や作業場所の風下など）での
ゼネラルサンプリングという方法、放射
性物質を複数の室で取り扱う場合の各室
での空気汚染の検出には、セントラルサ
ンプリングという方法（＊おそらく、各
室の（汚染）空気を カ所に集中させて
捕集する方法）、逆に、作業者が吸入する
空気中の放射性物質濃度を測るには、パ
ーソナルサンプリングという方法が採ら
れていること、分析方法には、全ガンマ
放射能計測方法（放射線をエネルギーで
区別せずに計測する方法）、アルファ・ベ
ータ・ガンマ線スペクトル分析方法（同
じくエネルギー分布に基づいて計測する
方法）等があること、
放射性物質の濃度の上限は、告示（昭

和 年 月 日。最終改正：令和 年
月 日）に定められ、それを超えてい

る場合には、原因を調査し、その範囲内
に収める必要が生じ、それをもって足り
るため（＊あぶないラインと対応策が明
確なため）、放射線強度の測定の後におけ
ると同じく、作業環境評価基準に基づく
評価対象とはされていないこと、
シ 指定作業場以外の作業場であって、

作業環境測定士の選任が求められていな
いところ（暑熱、寒冷又は多湿の屋内作
業場、著しい騒音を発する屋内作業場、
坑内作業場、空気調和設備のある建築物

の室、酸素欠乏場所）の一部についても、
作業環境測定基準第 条から第 条、第

条、関係ガイドライン等で、測定点が
定められており、著しい騒音を発する屋
内作業場については、 測定と 測定が
求められていること、他の作業場につい
ても、ハザード（危険源）の近くの濃度
か、人体のハザードへのばく露の状況を
確実に捉える条件での測定が求められて
いること、
ス 作業環境測定法は、作業環境の専

門的な担い手として、作業環境測定士と
作業環境測定機関を定めており、前者は、
第一種と第二種に区分され、現場に適合
した作業環境測定にとって重要なデザイ
ンや、実際のサンプリングの基本につい
ては、いずれにも行わせるが、健康障害
リスクが高く、測定や対策に一定の専門
性を要することが多いことを前提に、指
定作業場での測定等は第一種に制限して
いること、また、鉱物性粉じん、放射性
物質、特化物、金属類、有機溶剤の 種
類の分析（解析）業務は、第一種に制限
しており、第一種であっても、登録区分
に応じた業務しか行えないこと、最近、
作業環境測定の一環として導入された個
人サンプリング法は、いずれも実施可能
だが、講習の修了と登録が求められてい
ること、作業環境測定士には、指定作業
場での作業環境測定の業務独占（作業環
境測定法第 条）、名称独占（同法第
条）が認められていること（安衛法所定
の 以上の資格のうち唯一）、
後者の作業環境測定機関は、自社で作

業環境測定士を養成し難い中小企業の測
定等を担うために法定された機関であり、
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指定作業場があるのに作業環境測定士に
測定させられない事業者には、同機関へ
の委託が義務づけられている（作業環境
測定法第 条等）こと、厚生労働大臣か
都道府県労働局長の登録を受けねばなら
ず、測定する作業場の種類を担える第一
種作業環境測定士の設置、所定の基準に
適合した機器や設備の保有、事務所の保
有などが登録要件とされていること（作
業環境測定法施行規則第 条）、名称独
占が認められていること（作業環境測定
法第 条）、現在、各都道府県に数十程
度存在していること、
セ 作業環境測定法には、日本作業環

境測定協会という作業環境測定士や測定
機関への情報提供と質の管理等を兼ねる
ような団体も定められていること、
ソ 作業環境測定士の資格を得るには、

国家試験の合格と登録講習の修了が要件
とされているが、環境測定の教授等は免
除されること、受験資格には、概ね理系
科目の履修と一定年数の労働衛生の実務
経験が盛り込まれていること、第一種・
第二種共通の試験科目は、労働衛生の一
般知識と法令知識、作業環境測定のデザ
インとサンプリング、分析の概論であり、
第一種固有の試験科目は、上述した第一
種に制限された石綿等の鉱物性粉じん等
の 種に関する選択科目であり、選択し、
合格した科目について登録を受ける仕組
みとなっていること（作業環境測定法第
条、第 条など）、医師・歯科医師・

薬剤師については、全科目、その他、原
子力、公害、臨床検査などさまざまな専
門家について、一部の科目が免除される
こと、労働衛生コンサルタント、労働衛

生専門官、監督官で 年以上の実務経験
を持つ者については、労働衛生一般、労
働衛生関係法令が免除されること、登録
講習でも、労働衛生管理実務と作業環境
管理にかかる基本的なデザイン・サンプ
リング実務が第一種・第二種の共通講習
科目とされ、指定作業場での分析実務
（エックス線回折分析装置（照射したエ
ックス線の反射の強度から物質を特定す
る方法）、位相差顕微鏡（照射した光が物
体で変化（回折／干渉等）する性質等を
利用して透明な物でも明暗をくっきり示
せるようにした顕微鏡）、放射線測定器等
の操作法の講習は、法律の別表に定めら
れている）が第一種固有の講習科目とさ
れていること（作業環境測定法別表第 、
令和 年 月 日厚生労働省告示）、新
たな測定技術が開発された場合等を想定
し、都道府県労働局長が必要を認めた場
合に追加研修の受講を指示できる旨の定
めがあること（作業環境測定法第 条第
項）、
タ 作業環境測定を行った際は、測定

結果、実施者、実施時、実施方法、実施
条件等を記録し、 年間保存すべき旨の
定めが多くの特別規則に設けられている
こと、一部の物質の測定記録の保存期間
は、遅発性疾患への対応を想定し、長期
に設定されていること（ベンジジン等の
がん原性物質について 年間、石綿につ
いて 年間）、
作業環境測定の結果や、その評価に基

づく対策は、衛生委員会の付議事項とさ
れていること（安衛則第 条第 号）、
チ 本条（法第 条）は、現行安衛法

制定時点で初めて設けられた規定だが、
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指定作業場があるのに作業環境測定士に
測定させられない事業者には、同機関へ
の委託が義務づけられている（作業環境
測定法第 条等）こと、厚生労働大臣か
都道府県労働局長の登録を受けねばなら
ず、測定する作業場の種類を担える第一
種作業環境測定士の設置、所定の基準に
適合した機器や設備の保有、事務所の保
有などが登録要件とされていること（作
業環境測定法施行規則第 条）、名称独
占が認められていること（作業環境測定
法第 条）、現在、各都道府県に数十程
度存在していること、
セ 作業環境測定法には、日本作業環

境測定協会という作業環境測定士や測定
機関への情報提供と質の管理等を兼ねる
ような団体も定められていること、
ソ 作業環境測定士の資格を得るには、

国家試験の合格と登録講習の修了が要件
とされているが、環境測定の教授等は免
除されること、受験資格には、概ね理系
科目の履修と一定年数の労働衛生の実務
経験が盛り込まれていること、第一種・
第二種共通の試験科目は、労働衛生の一
般知識と法令知識、作業環境測定のデザ
インとサンプリング、分析の概論であり、
第一種固有の試験科目は、上述した第一
種に制限された石綿等の鉱物性粉じん等
の 種に関する選択科目であり、選択し、
合格した科目について登録を受ける仕組
みとなっていること（作業環境測定法第
条、第 条など）、医師・歯科医師・

薬剤師については、全科目、その他、原
子力、公害、臨床検査などさまざまな専
門家について、一部の科目が免除される
こと、労働衛生コンサルタント、労働衛

生専門官、監督官で 年以上の実務経験
を持つ者については、労働衛生一般、労
働衛生関係法令が免除されること、登録
講習でも、労働衛生管理実務と作業環境
管理にかかる基本的なデザイン・サンプ
リング実務が第一種・第二種の共通講習
科目とされ、指定作業場での分析実務
（エックス線回折分析装置（照射したエ
ックス線の反射の強度から物質を特定す
る方法）、位相差顕微鏡（照射した光が物
体で変化（回折／干渉等）する性質等を
利用して透明な物でも明暗をくっきり示
せるようにした顕微鏡）、放射線測定器等
の操作法の講習は、法律の別表に定めら
れている）が第一種固有の講習科目とさ
れていること（作業環境測定法別表第 、
令和 年 月 日厚生労働省告示）、新
たな測定技術が開発された場合等を想定
し、都道府県労働局長が必要を認めた場
合に追加研修の受講を指示できる旨の定
めがあること（作業環境測定法第 条第
項）、
タ 作業環境測定を行った際は、測定

結果、実施者、実施時、実施方法、実施
条件等を記録し、 年間保存すべき旨の
定めが多くの特別規則に設けられている
こと、一部の物質の測定記録の保存期間
は、遅発性疾患への対応を想定し、長期
に設定されていること（ベンジジン等の
がん原性物質について 年間、石綿につ
いて 年間）、
作業環境測定の結果や、その評価に基

づく対策は、衛生委員会の付議事項とさ
れていること（安衛則第 条第 号）、
チ 本条（法第 条）は、現行安衛法

制定時点で初めて設けられた規定だが、

総括研究報告書（三柴 丈典）

作業環境の測定に始まる環境管理にかか
る政策形成の取り組みは、それ以前から
進められていたこと、すなわち、当初は、
昭和 年のいわゆる 通達（基発第

号）で作業環境管理の促進を図って
たこと、この通達は、当時の労基法が定
めていた① 時間以上の法定時間外労働
制限、②女子年少者の就業禁止、③雇入
れ時の特殊健診の対象となる有害業務の
基準を明らかにするもので、①の対象は、
暑熱・寒冷、有害放射線、じん埃（あい）
や粉末の飛散、著しい振動、強烈な騒音、
有害物の粉じん、蒸気やガスの発散等幅
広いハザードにばく露する場所とされた
が、②③の対象は、有害物の粉じん、蒸
気やガスの発散する場所の つだけとさ
れたこと、ここに示された基準に確たる
科学的根拠はなく、恕限度と呼ばれ、労
働衛生の推進のため、当面妥当と考えら
れる基準値であったこと、実際には、そ
の適合性の測定技術が確立していなかっ
たので、履行確保が困難だったこと、

による
（当時は、成年男子が週 日、 時

間労働／日、現在は週 時間、 時間労
働／日で中毒発生危険が少ない濃度）と
の乖離も多かったこと、①については、
昭和 年に作業列挙方式に改められたこ
と、
なお、 通達の 年後には、当時の

労働省が、労働衛生試験研究補助金交付
規程を公布し、作業環境改善のための労
働衛生工学的技術の開発等に助成を開始
したいたこと、
ツ 通達が発出された頃の労働衛

生行政の重要課題はじん肺対策であり、

労働省は、先ずじん肺巡回健診から始め
てその結果を得て、 年（昭和 年）
にけい肺等特別保護法が制定されたこと、
しかし、予防の基準となる濃度の裏付け
が得られず、健康管理（特殊健診）と補
償が中心とされたこと、対象は遊離けい
酸じん又は遊離けい酸を含む粉じんに限
られていたこと、健康管理の対象は作業
列挙方式で規定され、濃度に関わりない
対策の前提が採られたこと、これは粉じ
んの種類と発生要因が多様であることも
踏まえた措置だったこと、 年（昭和

年）のじん肺法では、鉱物性粉じんに
起因するじん肺等が広く対象とされたこ
と、粉じん発散の抑制等にかかる適切な
措置が努力義務とされたこと、その後、

年（昭和 年）に粉じん則が制定
されて初めて、粉じんにかかる作業環境
測定の実施が義務づけられたこと、
テ 労働省は、 年（昭和 年）

に、「特殊健康診断指針について」（昭和
年 月 日）を発出し、 の有害業

務を指定して、特殊健診を促したところ、
それらの業務に相当の異常所見者がいる
ことが明らかとなったこと、その 年後
に、「労働環境における有害なガス、蒸気
又は粉じんの測定方法について」（昭和

年 月 日）が発出され、当時問題
視されていた 種類の気中有害物質を検
知管で測定する方法を示したこと、同年
月に発出された通達（昭和 年 月

日）では、局所排気装置等の改善手段と
共に、それにより達すべき抑制目標限度
という基準（局排の側に設置してその性
能を測るもの）が示されたこと、 年
（昭和 年）には、有機則が、法令上初
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めて作業環境測定と共に局所排気装置の
設置等の改善措置を義務づけたこと、
ト 昭和 年代には、公害の社会問題

化や職業性疾病の業務上外の判断のため、
何をなすべきかを明確化するためにも、
新たに制定された特化則等の特別規則に
労働衛生の 管理を規定すると共に、作
業環境測定が定められたが、いわゆる実
施省令であり、法律上明確な根拠はなか
ったこと（強いて言えば、当時の労基法
第 条）、

年（昭和 年）の安衛法制定の
際に本条（第 条）が規定されたことで、
作業環境測定に法律上の根拠が設けられ
たこと、当初は、現行の第 項相当の規
定のみが設けられ、特定の「作業場」（屋
内作業場その他の作業場）について、省
令に従い環境測定と結果の記録を行うよ
う義務づけたこと、これにより、従来は、
測定しなくても直ちに違反にはならない
が、測定結果が通達が示す基準に反して
いれば労基法第 条違反に該当し得たと
ころ、逆になった、つまり、測定を義務
づけるが、結果が基準違反でも処罰され
なくなったと解されること、
ナ 特化則は、規制対象物質の（取扱

いの）多様性、変異原性試験法の開発等
を受け、規制対象として、作業ではなく
物質を列挙すると共に、気中濃度による
方式を採用したこと、安衛法制定に際し
て他の特別衛生規則と統合することもで
きたが、規制内容の特性、関係者の親し
みなどから、従来の体系が維持されたこ
と、測定の精度を上げる必要性、精度を
上げるにはサンプリングや分析の技量を
要すること等から、研究会での検討を経

て、 年（昭和 年）に特化物用の
作業環境測定指針が公表されたこと、こ
の研究会は、その後も改組も経つつ検討
を重ね、作業環境測定ガイドブックを公
表したこと、これが、その後の日本作業
環境測定協会『作業環境測定ガイドブッ
ク』の元となったこと、濃度規制の実効
を挙げるため、特化則の施行と同時に告
示（昭和 年 月 日労働省告示第
号）を発し、局排周辺の濃度測定により
当該局排の性能を評価するための濃度基
準（抑制濃度基準）を示したところ、一
部に気中濃度の規制値との誤解を招いた
こと、
ニ 作業環境測定の専門家については、

特化則制定に当たり、 年（昭和
年）に設置された委員会で測定技師（仮
称）が提案され、通産省が公害問題への
対応のために環境計量士制度を創設する
動きを取る等の背景を踏まえ、環境計量
士とは異なり、特化物の作業環境測定に
特有の手法でのデザイン、サンプリング、
分析を一貫して担える人材の育成を目し
て資格の創設が図られることとなり、

年（昭和 年）に示された検討委
員会報告書で、作業環境測定士制度や作
業環境測定機関の導入と測定方法統一化
の必要性が示されたことを契機に、作業
環境測定法の制定に至ったこと、単独立
法とされた背景については、国会審議で、
その技術的専門性や体系性、条文の多さ、
社会認識を高める効果等が説明されたこ
と、衛生管理者等との関係については、
特別な測定機器の操作技術の必要性等が
説明されたこと、法の施行後、試験の実
施事務は、当時としては珍しく、外部機
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めて作業環境測定と共に局所排気装置の
設置等の改善措置を義務づけたこと、
ト 昭和 年代には、公害の社会問題

化や職業性疾病の業務上外の判断のため、
何をなすべきかを明確化するためにも、
新たに制定された特化則等の特別規則に
労働衛生の 管理を規定すると共に、作
業環境測定が定められたが、いわゆる実
施省令であり、法律上明確な根拠はなか
ったこと（強いて言えば、当時の労基法
第 条）、

年（昭和 年）の安衛法制定の
際に本条（第 条）が規定されたことで、
作業環境測定に法律上の根拠が設けられ
たこと、当初は、現行の第 項相当の規
定のみが設けられ、特定の「作業場」（屋
内作業場その他の作業場）について、省
令に従い環境測定と結果の記録を行うよ
う義務づけたこと、これにより、従来は、
測定しなくても直ちに違反にはならない
が、測定結果が通達が示す基準に反して
いれば労基法第 条違反に該当し得たと
ころ、逆になった、つまり、測定を義務
づけるが、結果が基準違反でも処罰され
なくなったと解されること、
ナ 特化則は、規制対象物質の（取扱

いの）多様性、変異原性試験法の開発等
を受け、規制対象として、作業ではなく
物質を列挙すると共に、気中濃度による
方式を採用したこと、安衛法制定に際し
て他の特別衛生規則と統合することもで
きたが、規制内容の特性、関係者の親し
みなどから、従来の体系が維持されたこ
と、測定の精度を上げる必要性、精度を
上げるにはサンプリングや分析の技量を
要すること等から、研究会での検討を経

て、 年（昭和 年）に特化物用の
作業環境測定指針が公表されたこと、こ
の研究会は、その後も改組も経つつ検討
を重ね、作業環境測定ガイドブックを公
表したこと、これが、その後の日本作業
環境測定協会『作業環境測定ガイドブッ
ク』の元となったこと、濃度規制の実効
を挙げるため、特化則の施行と同時に告
示（昭和 年 月 日労働省告示第
号）を発し、局排周辺の濃度測定により
当該局排の性能を評価するための濃度基
準（抑制濃度基準）を示したところ、一
部に気中濃度の規制値との誤解を招いた
こと、
ニ 作業環境測定の専門家については、

特化則制定に当たり、 年（昭和
年）に設置された委員会で測定技師（仮
称）が提案され、通産省が公害問題への
対応のために環境計量士制度を創設する
動きを取る等の背景を踏まえ、環境計量
士とは異なり、特化物の作業環境測定に
特有の手法でのデザイン、サンプリング、
分析を一貫して担える人材の育成を目し
て資格の創設が図られることとなり、

年（昭和 年）に示された検討委
員会報告書で、作業環境測定士制度や作
業環境測定機関の導入と測定方法統一化
の必要性が示されたことを契機に、作業
環境測定法の制定に至ったこと、単独立
法とされた背景については、国会審議で、
その技術的専門性や体系性、条文の多さ、
社会認識を高める効果等が説明されたこ
と、衛生管理者等との関係については、
特別な測定機器の操作技術の必要性等が
説明されたこと、法の施行後、試験の実
施事務は、当時としては珍しく、外部機
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関に委託することとしたが、適当な委託
先がなかったため、安全衛生技術試験協
会の前身である作業環境測定士試験協会
が設立されたこと、
作業環境測定法の制定と同時に安衛法

が改正され、測定結果を労働衛生管理に
活用させるため、本条（法第 条）に第
項～第 項（測定に関する基準や指針

の形成とそれに基づく指導、労働衛生指
導医の意見を踏まえた測定の実施その他
必要な事項の指示）を設けたこと、また、
法第 条第 号で、作業環境測定の定義
が示され、サンプリング、解析に加え、
デザインを含むと定められたこと、
作業環境測定機関等による測定結果の

事業者への報告様式については、昭和
年に通達（昭和 年 月 日基発第
号）が発出されたが、事業者にとっても
分かり易いものに改訂されたこと、併せ
て、測定条件の違いをコントロールする
ため、過去 年分の測定結果の記載を求
めたこと、衛生委員会等の意見、産業医
か労働衛生コンサルタントの意見、改善
措置の内容等の記載も求めたこと、
ヌ 本条（法第 条）制定の背景とな

った災害については、 年（昭和
年）の労働基準法研究会報告書に概括的
な記載があり、有機溶剤による中毒を中
心とした化学的障害の増加、新規化学物
質による障害の増加等が指摘されていた
こと、
有害物質ごとに、災害と本条に関連す

る規制の関係を整理すれば、以下の通り
となること、
有機溶剤： 年（昭和 年）に、

ニスびき工場で生じた作業者の貧血症状

に印刷物用インキ内のベンゼンが作用し
ており、作業環境改善の行政指導を受け
たが局排の使用により製品にしわが寄る
等の事情で十分な予防対策が講じられて
いなかったこと、 年（昭和 年）
には、当時流行したヘップサンダルの裏
底を接着する作業を密閉空間で行ってい
た家内労働者が、接着剤のゴム糊に含ま
れるベンゼンの中毒で死亡する災害が生
じていたこと、これらの事態を受けて、
同年 月には、ベンゼンの抑制目標濃度
を 以下（ 通達では
以下）として、監督指導を行いつつ実態
把握を図ったこと、また、 年（昭和

年）には、労基法施行規則第 条に
関する通達で関連する中毒を労災認定す
る旨を示すと共に、ベンゼンを含有する
ゴム糊を労基法第 条所定の有害物に指
定して製造等を禁止する省令を公布する
などしたこと、もっとも、代替物質とし
て取扱い等が増えたトルエンによる中毒
症状が新たに問題となり、有機則の制定
に繋がったこと、

年代には、ベンゼンに代わってノ
ルマルヘキサンが多く生産ないし取り扱
われるようになり、 年（昭和 年）
の名古屋などのラミネート加工職場等で
の中毒、 年（昭和 年）の三重県
桑名市でのビニールサンダル製造業者で
の大量中毒などを典型とする被害が発生
したこと、
六価クロム：金属防錆処理剤として用

いられ、少量で致死量となるほか、皮膚
炎、腫瘍、吸入による鼻中隔穿孔等の被
害を生じ、発がん性もある物質であるこ
と、昭和 年代後半～ 年代前半にか
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けて、日本化学工業小松川工場から排出
された大量の六価クロム鉱さい（スラグ
とも呼ばれる不純物）による土壌汚染が
問題となったほか、従業員の鼻中隔穿孔、
肺がんなども多数認められたこと、その
背景に、「鼻に穴が開いて一人前」という
業界常識のようなものがあったこと、環
境汚染問題は、住民からの公的な処理費
用返還請求の和解、東京都と日本化学工
業との協定に基づく恒久処理事業等に帰
結していったこと、職業病問題は、訴訟
化し、賠償命令が出されたこと（東京地
判昭和 年 月 日）、判決の中で、当
時の行政上の取扱基準（ 通達の示し
た気中濃度）を遵守していたのでは不十
分で、折々の産業認識や海外の専門機関
の示す基準を踏まえて対策すべきと明言
されたこと、
四エチル鉛中毒：ガソリンのノッキン

グ（異常燃焼）防止のために添加される
化合物であり、 年（昭和 年）に
日本石油精製横浜製油所で作業員が防毒
マスクを付けずに小分け作業をしていた
ところ、幻視・幻聴を生じたのが、最初
の中毒例とされていること、戦後、
の要望を踏まえて 年（昭和 年）
に四エチル鉛則が制定され、ガソリンへ
の混入作業を焦点に規制されたが、
年（昭和 年）に、航空機用石油貯蔵タ
ンク内のスラッジ（汚泥）に含有されて
いた四エチル鉛により、清掃作業員が中
毒を起こして死亡者 名を生む災害を受
け、石油タンク内の健康障害防止措置を
規定する改正がなされたこと、更に、四
メチル鉛も規制対象に含めた四エチル鉛
等危害予防規則に改称されたこと、しか

し、 年（昭和 年）に、大型貨物
船ぼすとん丸内で、甲板に積まれていた
四エチル鉛入りドラム缶が高いうねりで
転げ回ってエアパイプに激突して破損さ
せ、四エチル鉛が、甲板のほか、燃料タ
ンク、船倉等に流れ込み、船倉等を清掃
した労働者に多くの中毒者を出す災害が
生じたこと、 年（昭和 年）の改
正の際に、改称と合わせ、四エチル鉛入
りドラム缶の取扱い業務の規制等が行わ
れたこと、その後、ガソリンは無鉛化さ
れることとなったが、オクタン価（ガソ
リンの自己着火のしにくさ）を高める別
の方法の採用で、芳香族化合物の混入量
が増加し、別の問題が生じることとなっ
たこと、 年（昭和 年）にも、厚
木航空基地で航空燃料タンクの清掃作業
をしていた者 名が四エチル鉛中毒にか
かって一人が死亡する災害が発生したこ
と、
セ 本条（法第 条）の関係判例の代

表は、内外ゴム事件神戸地判平成 年
月 日であり、有機溶剤ばく露による中
毒につき、使用者の安全配慮義務違反が
問われた事案につき、先ず、安衛法典と
その関係規則に定められた公法上の義務
は、労使間の安全配慮義務にもなり得る
として、法定された定期的な有機溶剤濃
度の測定とそれに基づく作業方法の改善
を同義務の内容とした上で、このケース
では、法定の測定は一応行われ、個々の
有機溶剤は許容濃度内だったことを認め
つつ、個人サンプラーを活用した正確な
ばく露濃度測定、複数の有機溶剤の相加
作用の評価等も同義務の内容だったが果
たされなかったとしたこと、
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けて、日本化学工業小松川工場から排出
された大量の六価クロム鉱さい（スラグ
とも呼ばれる不純物）による土壌汚染が
問題となったほか、従業員の鼻中隔穿孔、
肺がんなども多数認められたこと、その
背景に、「鼻に穴が開いて一人前」という
業界常識のようなものがあったこと、環
境汚染問題は、住民からの公的な処理費
用返還請求の和解、東京都と日本化学工
業との協定に基づく恒久処理事業等に帰
結していったこと、職業病問題は、訴訟
化し、賠償命令が出されたこと（東京地
判昭和 年 月 日）、判決の中で、当
時の行政上の取扱基準（ 通達の示し
た気中濃度）を遵守していたのでは不十
分で、折々の産業認識や海外の専門機関
の示す基準を踏まえて対策すべきと明言
されたこと、
四エチル鉛中毒：ガソリンのノッキン

グ（異常燃焼）防止のために添加される
化合物であり、 年（昭和 年）に
日本石油精製横浜製油所で作業員が防毒
マスクを付けずに小分け作業をしていた
ところ、幻視・幻聴を生じたのが、最初
の中毒例とされていること、戦後、
の要望を踏まえて 年（昭和 年）
に四エチル鉛則が制定され、ガソリンへ
の混入作業を焦点に規制されたが、
年（昭和 年）に、航空機用石油貯蔵タ
ンク内のスラッジ（汚泥）に含有されて
いた四エチル鉛により、清掃作業員が中
毒を起こして死亡者 名を生む災害を受
け、石油タンク内の健康障害防止措置を
規定する改正がなされたこと、更に、四
メチル鉛も規制対象に含めた四エチル鉛
等危害予防規則に改称されたこと、しか

し、 年（昭和 年）に、大型貨物
船ぼすとん丸内で、甲板に積まれていた
四エチル鉛入りドラム缶が高いうねりで
転げ回ってエアパイプに激突して破損さ
せ、四エチル鉛が、甲板のほか、燃料タ
ンク、船倉等に流れ込み、船倉等を清掃
した労働者に多くの中毒者を出す災害が
生じたこと、 年（昭和 年）の改
正の際に、改称と合わせ、四エチル鉛入
りドラム缶の取扱い業務の規制等が行わ
れたこと、その後、ガソリンは無鉛化さ
れることとなったが、オクタン価（ガソ
リンの自己着火のしにくさ）を高める別
の方法の採用で、芳香族化合物の混入量
が増加し、別の問題が生じることとなっ
たこと、 年（昭和 年）にも、厚
木航空基地で航空燃料タンクの清掃作業
をしていた者 名が四エチル鉛中毒にか
かって一人が死亡する災害が発生したこ
と、
セ 本条（法第 条）の関係判例の代

表は、内外ゴム事件神戸地判平成 年
月 日であり、有機溶剤ばく露による中
毒につき、使用者の安全配慮義務違反が
問われた事案につき、先ず、安衛法典と
その関係規則に定められた公法上の義務
は、労使間の安全配慮義務にもなり得る
として、法定された定期的な有機溶剤濃
度の測定とそれに基づく作業方法の改善
を同義務の内容とした上で、このケース
では、法定の測定は一応行われ、個々の
有機溶剤は許容濃度内だったことを認め
つつ、個人サンプラーを活用した正確な
ばく露濃度測定、複数の有機溶剤の相加
作用の評価等も同義務の内容だったが果
たされなかったとしたこと、
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ソ 本条（法第 条）の適用の実際に
ついては、厚生労働省の「労働基準関係
法令違反に係る公表事案」（令和 年分）
が、その違反による送検事例は、建設現
場の地下ピット内の酸素濃度を測定せず、
酸欠則第 条違反に該当する和歌山の事
案 件に限られていたことを示したこと、
タ 法第 条の は、事業者を名宛人

として、前条所定の作業環境測定の結果
の評価に基づく物的措置、人的措置、健
診を行うべきこと（第 項）、測定結果の
評価は作業環境評価基準に従って行うべ
きこと（第 項）、測定結果の評価の結果
を保存すべきこと（第 項）を定めてい
ること、このように、本条は、前条に基
づく作業環境測定を踏まえた適切な作業
環境管理を担保する趣旨の規定であるこ
と、本条が定める措置の必要性（「労働者
の健康を保持するため必要があると認め
られるとき」）に該当するかは、測定結果
の評価から定まること（昭和 年 月
日基発第 号の ）、本条違反に罰則は
ないこと、
チ 前述した通り、法第 条が定める

作業環境測定を行うべき作業場について
は、安衛法施行令第 条に定めがあり、
概ね、空気中に有害物質があるか、有害
物質を取り扱うか、温度・湿度・騒音な
ど、作業環境自体が危険なものが列挙さ
れているが、測定結果の評価対象となる
作業場は、作業環境評価基準第 条に定
められており、安衛法施行令第 条各号
のうち、
第 号（土石、岩石、鉱物、金属等の

粉じんを著しく発散する屋内作業場のう
ち特定のもの）、

第 号（一定の特化物の製造、取扱い
を行う屋内作業場等）、
第 号（一定の鉛業務を行う屋内作業

場）、
第 号（有機溶剤のうち一定のものの

製造又は取扱いを行う屋内作業場）
が定める屋内作業場とされていること

（＊もともと作業環境測定士による作業
環境測定を行うべき指定作業場自体が屋
内作業場である）、
ツ 測定結果の評価は、作業環境評価

基準に基づいて行われねばならず、測定
値は、 （ 万体積の空気中の当該
物質の含有量）か ㎥（ ㎥中の当該
物質の質量）で示されること、温度と圧
力が同じなら、どんな物質であっても、
同じ体積内に含まれる分子の数は同じ

（6.0×10 個）である（ただし、物
質によって重さは変わる）というアボガ
ドロの法則と、物質がガスや蒸気の状態
にある場合の体積は通常 ℓである
という原則から、検出した有害物質の量
（＝数：ある場所に現に存在している有
害物質の分子の数。 で示す）が分か
れば、これに ℓをかけると、その
有害物質がガスや蒸気の状態での体積と
なる。これを、その作業場の労働者が吸
引する空気量（空気の分子の数＝吸引量
／時間×時間数）で割ると、作業者がば
く露する有害物質の体積（ ）を算出
できること、また、検出した有害物質の
量（分子の数。物質量ともいい、 で
示す）に物質によって異なる分子量（原
子量を加算したもの。 ）をかけれ
ば、検出した場の有害物質の質量（ ）を
算出できるので、逆に、有害物質の質量
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（ ）をその物質ごとの分子量（ ）
で割れば、検出した場の当該物質の分子
の数（物質量）を算出できること、
テ 管理濃度とは、行政による作業環

境評価のための濃度基準であり、学会や
国際的な専門団体が示すばく露限界のよ
うに時間の概念はなく、現実的な環境管
理の可能性なども考慮して決められるこ
と（昭和 年 月 日基発第 号）、
瞬間的にでも高濃度になってはならない
物質については、平均値と共に変動の大
きさを考慮した基準が設定されているこ
と、
ト 作業環境評価基準では、 測定の

み実施する場合、作業場をカバーする所
定の測定点の実測値の高濃度側から ％
に当たる濃度（第 評価値）が管理濃度
に充たない場合（単位作業場所の ％以
上の気中有害物質濃度が管理濃度以下）
が第 管理区分、第 評価値は管理濃度
を超えるが、第 評価値（単位作業場所
における気中有害物質の算術平均濃度の
推定値）は管理濃度以下の場合が第 管
理区分、平均値が管理濃度を超える場合
が第 管理区分となること（【表 】を参
照されたい）、
測定値の評価（第 評価、第 評価）

には、単純平均ではなく、平均・標準偏
差をそれぞれ対数化（桁数で示す）した
幾何平均・幾何標準偏差を用いること、
標準偏差（ばらつき）を考慮するのは、
気中の濃度分布の時間的、場所的な変動
を適切に捉えるため、標準偏差を対数化
するのは、管理濃度の高い物質の場合な
どで濃度の測定値が大きくなると標準偏
差が大きく出る傾向をコントロールする

ためであること、要するに、測定値の大
小に惑わされず、測定値の時間的、場所
的なばらつきを適切に捉えつつ、リスク
を適正に評価するためであること、

測定を用いる場合、それが 箇所で
の最大値を測るものなので、 測定によ
る第 評価値とを組み合わせた評価とな
り、第 評価値と 測定値の双方が管理
濃度に充たない場合を第 管理区分とし、
第 評価値が管理濃度以下で 測定値が
管理濃度の 倍以下である場合を第 管
理区分、第 評価値が管理濃度を超える
か 測定値が管理濃度の 倍を超える
場合を第 管理区分とすること、
個人サンプリング法を用いる場合には、
測定→ 測定、 測定→ 測定と読み

替えて評価すること、
ナ 評価結果が第 、第 管理区分と

なった場合、特化則、有機則をはじめ複
数の特別衛生規則に、第 管理区分の場
合、施設・設備、作業の工程・方法の点
検とその結果に基づく作業環境改善措置
等をなす努力義務、第 管理区分の場合、
①その義務と、②保護具を使用させるこ
と、③健診、④再測定の実施義務が定め
られているが、②は①を講じるまでの応
急措置と解されていること、第 管理区
分となったこと自体での罰則の適用はな
いが、労基法第 条の 第 項、改正女
性労働基準規則により、母性機能に影響
する化学物質を取り扱う作業場が第 管
理区分となった場合、女性労働者の就業
は禁止されていること、
前述の通り、所定の特定化学物質や有

機溶剤については、特段の条件なく、又
は、第 管理区分が 年間継続した単位
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（ ）をその物質ごとの分子量（ ）
で割れば、検出した場の当該物質の分子
の数（物質量）を算出できること、
テ 管理濃度とは、行政による作業環

境評価のための濃度基準であり、学会や
国際的な専門団体が示すばく露限界のよ
うに時間の概念はなく、現実的な環境管
理の可能性なども考慮して決められるこ
と（昭和 年 月 日基発第 号）、
瞬間的にでも高濃度になってはならない
物質については、平均値と共に変動の大
きさを考慮した基準が設定されているこ
と、
ト 作業環境評価基準では、 測定の

み実施する場合、作業場をカバーする所
定の測定点の実測値の高濃度側から ％
に当たる濃度（第 評価値）が管理濃度
に充たない場合（単位作業場所の ％以
上の気中有害物質濃度が管理濃度以下）
が第 管理区分、第 評価値は管理濃度
を超えるが、第 評価値（単位作業場所
における気中有害物質の算術平均濃度の
推定値）は管理濃度以下の場合が第 管
理区分、平均値が管理濃度を超える場合
が第 管理区分となること（【表 】を参
照されたい）、
測定値の評価（第 評価、第 評価）

には、単純平均ではなく、平均・標準偏
差をそれぞれ対数化（桁数で示す）した
幾何平均・幾何標準偏差を用いること、
標準偏差（ばらつき）を考慮するのは、
気中の濃度分布の時間的、場所的な変動
を適切に捉えるため、標準偏差を対数化
するのは、管理濃度の高い物質の場合な
どで濃度の測定値が大きくなると標準偏
差が大きく出る傾向をコントロールする

ためであること、要するに、測定値の大
小に惑わされず、測定値の時間的、場所
的なばらつきを適切に捉えつつ、リスク
を適正に評価するためであること、

測定を用いる場合、それが 箇所で
の最大値を測るものなので、 測定によ
る第 評価値とを組み合わせた評価とな
り、第 評価値と 測定値の双方が管理
濃度に充たない場合を第 管理区分とし、
第 評価値が管理濃度以下で 測定値が
管理濃度の 倍以下である場合を第 管
理区分、第 評価値が管理濃度を超える
か 測定値が管理濃度の 倍を超える
場合を第 管理区分とすること、
個人サンプリング法を用いる場合には、
測定→ 測定、 測定→ 測定と読み

替えて評価すること、
ナ 評価結果が第 、第 管理区分と

なった場合、特化則、有機則をはじめ複
数の特別衛生規則に、第 管理区分の場
合、施設・設備、作業の工程・方法の点
検とその結果に基づく作業環境改善措置
等をなす努力義務、第 管理区分の場合、
①その義務と、②保護具を使用させるこ
と、③健診、④再測定の実施義務が定め
られているが、②は①を講じるまでの応
急措置と解されていること、第 管理区
分となったこと自体での罰則の適用はな
いが、労基法第 条の 第 項、改正女
性労働基準規則により、母性機能に影響
する化学物質を取り扱う作業場が第 管
理区分となった場合、女性労働者の就業
は禁止されていること、
前述の通り、所定の特定化学物質や有

機溶剤については、特段の条件なく、又
は、第 管理区分が 年間継続した単位
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作業場であるなどの一定条件下で、簡易
な検知管方式等による測定が可能とされ
ていること（作業環境測定基準第 条第
項～第 項、第 条第 項～第 項）、

粉じんについても、同様の条件で、簡便
な相対濃度指示方法（光を当てて反応を
みる等して大まかな測定値を出し、それ
と質量濃度測定値（有害物を抽出して重
量を直接量る等の測定法）の対比（変換
係数： 値）を当てはめて、正確な測定
値を推計する方法）による測定が可能と
されていること（作業環境測定基準第
条第 項、粉じん則第 条第 項）、た
だし、許可を受けた条件に一定の変化が
生じた場合、許可の効力が及ばなくなる
こと、
作業環境測定の結果やその評価に基づ

く対策の樹立に関する事柄は、衛生委員
会の付議事項とされ（安衛則第 条第
号）、有機則、鉛則、特化則では、掲示 、
書面等による労働者への周知が事業者に
義務づけられていること、
ニ 制度史をみると、そもそも、本条

（法第 条の ）第 項は、六価クロム、
塩化ビニル等の新たな化学物質の採用に
よる職業がん等の疾病が生じていたこと、

での職業がん条約（第 号）、作業
環境条約（第 号）の採択等を背景に、

特定化学物質障害予防規則（特化則）
第 条の は、事業者に対して、発が
ん性物質等の法定の有害物質を扱う作業
場において、その物質の有害性や取扱い
上の注意等を目立つよう掲示する義務を
課している。建設アスベスト訴訟（神奈
川第 陣）事件（最 小判令和 年 月

年（昭和 年）の法改正で当時の
第 条第 項に規定されたものであり、
作業環境測定結果を適切に評価して環境
改善につなげることを狙ったものである
こと、
本条第 項が、適切な管理措置の条件

としている「労働者の健康を保持するた
め必要があると認めるとき」の具体化の
ために労働省が設置した専門家会議が

年（昭和 年）に報告書（「作業場
における気中有害物質の規制のあり方に
関する検討結果第一次報告書」（以下、
「第一次報告」という））を公表したこと、
国内外共に、安全衛生分野では、量一影
響量一反応（同じ有害物質の濃度には同
じ身体の反応が生じる）の考え方（定量
的リスク評価の発想）が一般化しており、

の や、その考え方を採り入
れた日本産業衛生学会の許容濃度共に、
ほぼ全ての労働者が毎日ばく露しても健
康影響を生じない環境条件を指している
こと、 は、 年（昭和 年）に、
これらの概念を包括して、「ばく露限界」
という呼び名を示したこと、
法第 条が事業者に義務づけている作

業環境測定は、ばく露限界とは異なる場
の条件の測定なので、第一次報告は、「塩
化ビニル障害の予防について」（昭和

日最高裁判所民事判例集 巻 号
頁）は、この義務を具体化するガイ

ドラインを発出したり、補完する規則を
発令しなかった国は規制権限不行使の違
法があり、当該掲示義務等は労働者のみ
ならず、一人親方も保護対象としている
と
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年 月 日基発第 号）で初めて示さ
れた「管理濃度」という概念を示したこ
と、その際、測定方法については、 測
定に 測定を加えるべきことと共に、要
するに、測定値の大小に惑わされず、測
定値の時間的、場所的なばらつきを適切
に捉えつつ、リスクを適正に評価するた
め、幾何標準偏差等の統計的な考え方を
採り入れたこと、当初は管理濃度の具体
的数値は示されず、ばく露限界値の利用
が推奨されたこと、第一次報告が示した
この評価方法（幾何標準偏差等の統計技
術を使用しつつ、ばく露限界値の利用を
推奨する評価方法）は、環境測定機関の
好評を得て浸透していったこと、これを
充実させて、「作業環境の評価に基づく作
業環境管理の推進について」（昭和 年
月 日基発第 号）が発出され、そ

れを踏まえて昭和 年の作業環境評価基
準が告示されたこと、こうした経緯を踏
まえ、第 次労災防止計画（ 年（昭
和 年）開始）では、環境測定から環境
改善までのシステマチックな管理が推進
されたこと、

年（昭和 年）の法改正で、法
第 条の が新設され、従来の第 条
第 項が踏襲されると共に、評価を踏ま
えた適切な措置は省令で具体化される旨
定められたこと、合わせて、厚生労働大
臣（当時は労働大臣）が客観的な測定結
果の評価基準を示すことが定められ、「作
業環境評価基準」が告示されたこと、ま
た、第 章のタイトルが「健康管理」か
ら「健康の保持増進のための措置」に改
められ、作業環境管理が健康管理より先
次に実施されるべき措置であることと共

に、作業環境測定が作業環境管理の一環
であることが明確化されたこと、
ヌ 本条新設の主な背景事情として、

塩化ビニルによる健康障害が挙げられ、
日本での生産は昭和 年だが、同 年
には、山形県酒田市で塩化ビニル工場の
労働者が指端骨溶解症を発症する災害が
生じたことを受け、「塩化ビニル障害の予
防について」（昭和 年 月 日）が
通達されたこと、その後、塩化ビニルが
肝血管肉腫を生じる可能性が明らかとな
り、 年（昭和 年）に労働省が
「塩化ビニル障害予防についての緊急措
置について」（昭和 年基発第 号）
を発出し、当時の が設定してい
た よりはるかに低濃度の の
維持を指示したこと、更に、職業がん専
門家会議の調査により、工学的対策によ
り気中濃度の幾何平均を まで下げ
られるが、濃度変動による一時的な高濃
度ばく露対策のため、幾何標準偏差の対
数を 以下にする必要があること等が
示され、労働省が、「塩化ビニル障害の予
防について」（昭和 年 月 日基発第

号）を発出し、管理濃度の原点とな
る考え方を示したこと、その後、労災補
償面でも、 年（昭和 年）の第
号通達により、労基法施行規則別表第
の で救済する方針が示されたこと、
ネ 本条（法第 条の ）の適用の実

際については、厚労省の労働環境調査に
よれば、作業環境測定の義務のある事業
場での測定実施率は約 割で、そのうち
第 管理区分の評価割合が約 割に上っ
ており、第 管理区分と評価されたとこ
ろ含め、局排の性能向上、作業方法の変
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年 月 日基発第 号）で初めて示さ
れた「管理濃度」という概念を示したこ
と、その際、測定方法については、 測
定に 測定を加えるべきことと共に、要
するに、測定値の大小に惑わされず、測
定値の時間的、場所的なばらつきを適切
に捉えつつ、リスクを適正に評価するた
め、幾何標準偏差等の統計的な考え方を
採り入れたこと、当初は管理濃度の具体
的数値は示されず、ばく露限界値の利用
が推奨されたこと、第一次報告が示した
この評価方法（幾何標準偏差等の統計技
術を使用しつつ、ばく露限界値の利用を
推奨する評価方法）は、環境測定機関の
好評を得て浸透していったこと、これを
充実させて、「作業環境の評価に基づく作
業環境管理の推進について」（昭和 年
月 日基発第 号）が発出され、そ

れを踏まえて昭和 年の作業環境評価基
準が告示されたこと、こうした経緯を踏
まえ、第 次労災防止計画（ 年（昭
和 年）開始）では、環境測定から環境
改善までのシステマチックな管理が推進
されたこと、

年（昭和 年）の法改正で、法
第 条の が新設され、従来の第 条
第 項が踏襲されると共に、評価を踏ま
えた適切な措置は省令で具体化される旨
定められたこと、合わせて、厚生労働大
臣（当時は労働大臣）が客観的な測定結
果の評価基準を示すことが定められ、「作
業環境評価基準」が告示されたこと、ま
た、第 章のタイトルが「健康管理」か
ら「健康の保持増進のための措置」に改
められ、作業環境管理が健康管理より先
次に実施されるべき措置であることと共

に、作業環境測定が作業環境管理の一環
であることが明確化されたこと、
ヌ 本条新設の主な背景事情として、

塩化ビニルによる健康障害が挙げられ、
日本での生産は昭和 年だが、同 年
には、山形県酒田市で塩化ビニル工場の
労働者が指端骨溶解症を発症する災害が
生じたことを受け、「塩化ビニル障害の予
防について」（昭和 年 月 日）が
通達されたこと、その後、塩化ビニルが
肝血管肉腫を生じる可能性が明らかとな
り、 年（昭和 年）に労働省が
「塩化ビニル障害予防についての緊急措
置について」（昭和 年基発第 号）
を発出し、当時の が設定してい
た よりはるかに低濃度の の
維持を指示したこと、更に、職業がん専
門家会議の調査により、工学的対策によ
り気中濃度の幾何平均を まで下げ
られるが、濃度変動による一時的な高濃
度ばく露対策のため、幾何標準偏差の対
数を 以下にする必要があること等が
示され、労働省が、「塩化ビニル障害の予
防について」（昭和 年 月 日基発第

号）を発出し、管理濃度の原点とな
る考え方を示したこと、その後、労災補
償面でも、 年（昭和 年）の第
号通達により、労基法施行規則別表第
の で救済する方針が示されたこと、
ネ 本条（法第 条の ）の適用の実

際については、厚労省の労働環境調査に
よれば、作業環境測定の義務のある事業
場での測定実施率は約 割で、そのうち
第 管理区分の評価割合が約 割に上っ
ており、第 管理区分と評価されたとこ
ろ含め、局排の性能向上、作業方法の変
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更等の環境改善の実施割合が 割に上っ
ていること、もっとも、本研究プロジェ
クトによる行政官・行政官 向け調査
によれば、第 管理区分だが、取扱量が
多い、移動が多い等の事情から、長期的
な健康障害防止の観点で、日本産業衛生
学会のガイドラインを用いて個人ばく露
測定を行い、改善措置を講じている例が
あること、
日本作業環境測定協会の平成 年度の

報告書（「平成 年度健康診断・作業環
境測定結果相関調査業務報告書」）では、
作業環境測定結果が良好でも、特殊健診
結果や生物学的モニタリング 結果が有
所見となる場合があると指摘されている
こと、
ノ 坑内作業場での作業環境測定は、

安衛法法第 条に基づくものではないが、
安衛法法第 条第 号が定義する作業環
境測定に該当すること、坑内作業場では、
技術進歩や作業方法の変化で粉じん発生
量が増加するなどしたため、平成 年に
粉じん則が改正されたこと（平成 年
月 日）、
粉じんが発生する坑内作業場の典型で

あるトンネル建設工事現場では、掘進に
応じて作業場所が移動する、作業ごとの
粉じん濃度が大きく変化する、切羽の土
質の違いや土中の水分の変動等により粉
じんの発生し易さが変化する、場所・タ

体内に摂取された有害物の量と、排泄
された量との関係が明らかな場合に、排
泄された物質の量を分析することによ
り、体内に蓄積された有害物の量を推定
する方法により、有害物へのばく露の程

イミングにより、濃度が相当に高まるこ
と等から既存の管理濃度をそのまま適用
するのは現実的でない等の特殊性がある
こと、他方で、簡便で精度の高い機器の
開発など、粉じん濃度測定技術が向上し
ていること等を受け、測定方法の改善と
改善方法の選択肢を増やすため、検討会
での検討を経て、①定点測定を通常は切
羽から 範囲内の両端と中間の 点
で行う、②個人サンプリング、③掘削を
行う複数の車両系機械での測定、のいず
れか又は複数を、作業工程 サイクルの
全時間にわたって行う、測定技術には、
有害物を抽出して重量を直接量る等の質
量濃度測定法又は光を当てて反応をみる
等して大まかな測定値を出し、それと質
量濃度測定値の対比（変換係数： 値）
を当てはめて、正確な測定値を推計する
相対濃度指示方法のいずれかを用いる等、
従来より測定の方法を精密化し、評価に
際しては、測定値の算術平均を行政が示
す目安としての「粉じん濃度目標レベル」
（ ㎡）と比較することとされたこと、
また、遊離けい酸含有率の測定は、エッ
クス線回折分析方法（照射したエックス
線の反射の強度から物質を特定する方法）
等に加え、工事前のボーリング調査等か
ら判明した岩石の標準的な遊離けい酸含
有率でも決定できることとされたこと、
遊離けい酸濃度＝粉じん測定の評価値

度を把握する手法（厚生労働省職場のあ
んぜんサイト
（

最終閲覧日： 年 月
日））。
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（測定結果を統計処理した値。幾何標準
偏差、上位 ％にあたる第 評価値、算
術平均値にあたる第 評価値など）×
様々な物質を含む飼料中の遊離けい酸含
有率で求められ、この濃度は、遊離けい
酸ばく露濃度の基準値（ ㎡）で
割る（＝それと比較する）ことで、基準
値をどの程度上回っているか、下回って
いるかが評価されるようになっているこ
と、これらの方針は、粉じん則や関係ガ
イドラインの改定（ 年（令和 年）
月 日）が予定されていること、
ノ 日本作業環境測定協会の平成 年

度の報告書（「平成 年度健康診断・作
業環境測定結果相関調査業務報告書」）で
は、作業環境測定結果と特殊健診結果の
関連付けがなされていないことが指摘さ
れており（三柴の私見では、このような
比較のためにも、原則として両者共に実
施する必要があると解される）、法第
条と第 条の の沿革を踏まえると、例
えば特殊健診個票で対象労働者がばく露
した物質や単位作業場所の作業環境測定
結果を記す、労働者にもフィードバック
して、安全衛生委員会への意見具申のき
っかけとさせる等の方策の法定も検討に
値すること、
ハ 法第 条の は、作業管理の努力

義務を定めており、これは、作業環境管
理では対応しきれない環境由来のリスク
（残存リスク）への対応と、現に作業そ
のものに伴うリスクへの対応を図る趣旨
で設けられたものであり、リスクとして
は、主に心身への過重な負担が想定され
ていること、もっとも、リスク防止のみ
ならず、第 章のタイトル通り、より積

極的に健康の保持増進を図る趣旨を帯び
ていること、本条やそれに基づくガイド
ライン等の違反を安全配慮義務違反とす
る判例も出されていること、
ヒ 行政解釈（昭和 年 月 日基

発第 号の ）によれば、本条（法第
条の ）にいう作業の管理とは、作業

時間や休憩時間の適正化、作業量の適正
化、作業姿勢の改善等を意味し、個々の
措置についてはガイドライン等で具体化
されていること、
例えば、 作業関係では、「情報機

器作業における労働衛生管理のためのガ
イドライン」（令和元年 月 日基発第

第３号）は、日ごとの作業時間制限、
連続作業時間制限、作業休止時間の設

定、個々人の特性に応じた業務量設定、
適正な姿勢維持のための条件設定等を定
めていること、他方、腰痛対策関係では、
「職場における腰痛予防対策の推進につ
いて」（平成 年 月 日基発 第
号）に添付された指針が、特に福祉・

医療分野での介護・看護、長時間の運転
等を想定して、作業の自動化、不自然な
姿勢等の制限、作業の時間や内容の考慮、
労働者の健康状態や特性の考慮等を定め
ていること、
フ 本条（法第 条の ）の制度史を

みると、労働者の健康保持増進対策の充
実等を図った 年（昭和 年）改正
で追加されたこと、同法改正に先立つ第
次労災防止計画（ 年（昭和 年）

～ 年（平成 年））では、有害因子
への人体のばく露の低減を図るため推進
すべき措置として、作業環境管理と作業
管理の双方（機械設備、作業方法の改善
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（測定結果を統計処理した値。幾何標準
偏差、上位 ％にあたる第 評価値、算
術平均値にあたる第 評価値など）×
様々な物質を含む飼料中の遊離けい酸含
有率で求められ、この濃度は、遊離けい
酸ばく露濃度の基準値（ ㎡）で
割る（＝それと比較する）ことで、基準
値をどの程度上回っているか、下回って
いるかが評価されるようになっているこ
と、これらの方針は、粉じん則や関係ガ
イドラインの改定（ 年（令和 年）
月 日）が予定されていること、
ノ 日本作業環境測定協会の平成 年

度の報告書（「平成 年度健康診断・作
業環境測定結果相関調査業務報告書」）で
は、作業環境測定結果と特殊健診結果の
関連付けがなされていないことが指摘さ
れており（三柴の私見では、このような
比較のためにも、原則として両者共に実
施する必要があると解される）、法第
条と第 条の の沿革を踏まえると、例
えば特殊健診個票で対象労働者がばく露
した物質や単位作業場所の作業環境測定
結果を記す、労働者にもフィードバック
して、安全衛生委員会への意見具申のき
っかけとさせる等の方策の法定も検討に
値すること、
ハ 法第 条の は、作業管理の努力

義務を定めており、これは、作業環境管
理では対応しきれない環境由来のリスク
（残存リスク）への対応と、現に作業そ
のものに伴うリスクへの対応を図る趣旨
で設けられたものであり、リスクとして
は、主に心身への過重な負担が想定され
ていること、もっとも、リスク防止のみ
ならず、第 章のタイトル通り、より積

極的に健康の保持増進を図る趣旨を帯び
ていること、本条やそれに基づくガイド
ライン等の違反を安全配慮義務違反とす
る判例も出されていること、
ヒ 行政解釈（昭和 年 月 日基

発第 号の ）によれば、本条（法第
条の ）にいう作業の管理とは、作業

時間や休憩時間の適正化、作業量の適正
化、作業姿勢の改善等を意味し、個々の
措置についてはガイドライン等で具体化
されていること、
例えば、 作業関係では、「情報機

器作業における労働衛生管理のためのガ
イドライン」（令和元年 月 日基発第

第３号）は、日ごとの作業時間制限、
連続作業時間制限、作業休止時間の設

定、個々人の特性に応じた業務量設定、
適正な姿勢維持のための条件設定等を定
めていること、他方、腰痛対策関係では、
「職場における腰痛予防対策の推進につ
いて」（平成 年 月 日基発 第
号）に添付された指針が、特に福祉・

医療分野での介護・看護、長時間の運転
等を想定して、作業の自動化、不自然な
姿勢等の制限、作業の時間や内容の考慮、
労働者の健康状態や特性の考慮等を定め
ていること、
フ 本条（法第 条の ）の制度史を

みると、労働者の健康保持増進対策の充
実等を図った 年（昭和 年）改正
で追加されたこと、同法改正に先立つ第
次労災防止計画（ 年（昭和 年）

～ 年（平成 年））では、有害因子
への人体のばく露の低減を図るため推進
すべき措置として、作業環境管理と作業
管理の双方（機械設備、作業方法の改善
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等、適正な呼吸用保護具の装着の確保の
ほか、各種有害作業における作業管理）
が挙げられ、指針の作成、周知を行う旨
表明されていたこと、加えて、
（ ）作業に伴う
眼、肩などの健康影響、テクノストレス
などのリスクが示されていたこと、
作業に伴うリスクへの対応は、 年
（昭和 年）から カ年にわたる産業医
学総合研究所と産業医科大学による研究
を踏まえた調査研究に始まり、 年
（昭和 年）の「 作業における労
働衛生管理のあり方」の公表、 年
（昭和 年）の労働衛生対策研究委員会
（中央労働災害防止協会）による文献レ
ビューを中心とする調査結果の公表、こ
れらを踏まえ、 管理の重要性を指摘し
た通達「 作業のための労働衛生上の
指針について」（昭和 年 月 日基
発第 号）の発出と続き、 年（平
成 年）には、 号通達に代わって、
「 作業における労働衛生管理のため
のガイドライン」（平成 年 月 日基
発第 号）が公表され、さらに前
掲の令和元年の第 第 号ガイドライ
ンの公表に至ったこと、
他方、腰痛対策については、昭和 年

に業務上腰部に過度な負担がかかる業務
による腰痛が労災補償の対象となること
とその認定基準が通達（昭和 年 月
日基発第 号）で示され、予防対策につ
いては、 年（昭和 年）に「重量
物取扱い作業における腰痛の予防につい
て」（昭和 年 月 日付け基発第
号）、 年（昭和 年）には「重症心
身障害児施設における腰痛の予防につい

て」（昭和 年 月 日基発第 号）
が発出され、その後、 年（平成 年）
に、これらを統合して「職場における腰
痛予防対策の推進について」（平成 年
月 日基発第 号）が公表され、これ
に付された腰痛予防対策指針では、 管
理と共に労働衛生教育の重要性が示唆さ
れたこと、この指針を改訂版である「情
報機器作業における労働衛生管理のため
のガイドライン」（令和元年 月 日基
発第 第 号）では、リスクアセスメ
ントや労働安全衛生マネジメントシステ
ムの実施が推奨されたこと、
ヘ 本条（法第 条の ）の背景とな

った災害等の代表例は、キーパンチャー
（コンピュータに入力するデータを、パ
ンチカードと呼ばれるカードに穴をあけ
て入力する作業者。通例、タイプライタ
ーのような文字盤を叩いて行う）の頸肩
腕症候群であり（他に、タイピストや電
話交換手でも同種の問題が生じてきた）、
昭和 年頃から発症が認められ、その後、
頸肩腕症候群を苦にしたキーパンチャー
の自殺が社会問題化したこと、そこで、
同年 月には関係業界が自主的に作業基
準を作成し、労働省は昭和 年に「キー
パンチャーの健康管理について」（昭和
年 月 日基発第 号）を公表した

が、発症者が後を絶たなかったことから、
昭和 年に通達を改め（昭和 年 月
日基発第 号）、工作物に穴をあけ

る穿孔機の操作等の管理、作業環境管理、
健康管理について、指導を行うこととし
たほか、迅速・適正な補償のため、昭和

年には、業務上外の認定基準を示した
（昭和 年 月 日基発第 号など）

－ 123 －



総括研究報告書（三柴 丈典）

こと、
ホ 関係判例として、電通事件最判平

成 年 月 日民集 巻 号 頁
と佐川急便事件大阪地判平成 年 月
日判例時報 号 頁が挙げられ、前
者は、新入社員が過労自殺した事案につ
き、使用者には労働者に対して過重な疲
労・ストレス防止措置を講じる義務があ
るとする論拠として、本条が作業内容を
限定せずに作業管理の努力義務を事業者
に課していること、それが労基法の労働
時間規制と共に、長時間労働による過重
な疲労・ストレスによる心身の健康障害
の防止を図っていることを挙げたこと、
後者は、運送業務従事者が業務上の腰へ
の負荷により腰痛を発症し、その後も休
業を挟んで同様の業務を続けた結果、長
期休業に至った事案につき、行政の通達
（昭和 年 月 日基発第 号）を
引用しつつ、それが、人力での取扱いは

以下とし、それ以上の物は 人以上
で取り扱うよう努めること、重量物取扱
い時間の適正化を図ること、問診、姿勢
異常、代償性変形のチェック等の健康診
断と事後措置を講じること等を定めてい
るのに、被告会社は、同通達が基準とす
る 以上の重量物、時には の重
量物を取り扱う労働を長時間させ、腰痛
予防のための健診も実施していたなかっ
たため、安全配慮義務違反があったとし
たこと、
マ 法第 条の は、潜水業務のよう

な省令で定める危険業務について、省令
で定める基準に労働者の作業時間を制限
する旨を定めた規定であり、作業時間を
制限することが有効に働き、また制限す

る必要がある危険業務につき、省令で定
める基準の範囲内に作業時間を制限（＊
ここで基準範囲内への制限とは、作業時
間の抑制が一般的だが、潜水業務におけ
る減圧停止時間（高圧下で体内に蓄積し
た不活性ガスをなだらかに排出させるた
め、浮上の途中に一定の深度で停止させ
る時間）のように、時間の確保を意味す
ることもある）して労働者の職業性疾病
の発症を防止し、健康の保持増進を図る
趣旨を有すること、本条違反には、 ヶ
月以下の懲役を含む罰則があること（安
衛法第 条）、
本条の現段階での適用対象業務は、高

圧則所定の潜水業務及び高圧室内業務で
あり、高圧則は、これらの業務に伴う酸
素中毒や減圧症等の防止を図っているこ
と、高圧室内業務の典型は、潜函工法
（ケーソン工法）での作業室やシャフト
内部での作業であり、これは、あらかじ
め地上で箱状の構造物（ケーソン）を製
作し、その重量を利用して地下に沈めて
いき、高圧の圧積空気を送り込み、地下
水を排除しながら、内側の地盤を掘削・
排土して、構造物を地下に潜らせていく
施工法であって、橋梁の基礎、シールド
立坑などで、特に軟弱地盤で幅広く用い
られていること、
本条（法第 条の ）にいう「作業時

間」は、労基法上の労働時間とは別次元
の概念であり、①規制対象となる危険作
業に直接従事している時間と、②減圧停
止時間（高圧下で体内に蓄積した不活性
ガスをなだらかに排出させるため、浮上
の途中に一定の深度で停止させる時間）
のように、リスクの緩和のために確保さ
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こと、
ホ 関係判例として、電通事件最判平

成 年 月 日民集 巻 号 頁
と佐川急便事件大阪地判平成 年 月
日判例時報 号 頁が挙げられ、前
者は、新入社員が過労自殺した事案につ
き、使用者には労働者に対して過重な疲
労・ストレス防止措置を講じる義務があ
るとする論拠として、本条が作業内容を
限定せずに作業管理の努力義務を事業者
に課していること、それが労基法の労働
時間規制と共に、長時間労働による過重
な疲労・ストレスによる心身の健康障害
の防止を図っていることを挙げたこと、
後者は、運送業務従事者が業務上の腰へ
の負荷により腰痛を発症し、その後も休
業を挟んで同様の業務を続けた結果、長
期休業に至った事案につき、行政の通達
（昭和 年 月 日基発第 号）を
引用しつつ、それが、人力での取扱いは

以下とし、それ以上の物は 人以上
で取り扱うよう努めること、重量物取扱
い時間の適正化を図ること、問診、姿勢
異常、代償性変形のチェック等の健康診
断と事後措置を講じること等を定めてい
るのに、被告会社は、同通達が基準とす
る 以上の重量物、時には の重
量物を取り扱う労働を長時間させ、腰痛
予防のための健診も実施していたなかっ
たため、安全配慮義務違反があったとし
たこと、
マ 法第 条の は、潜水業務のよう

な省令で定める危険業務について、省令
で定める基準に労働者の作業時間を制限
する旨を定めた規定であり、作業時間を
制限することが有効に働き、また制限す

る必要がある危険業務につき、省令で定
める基準の範囲内に作業時間を制限（＊
ここで基準範囲内への制限とは、作業時
間の抑制が一般的だが、潜水業務におけ
る減圧停止時間（高圧下で体内に蓄積し
た不活性ガスをなだらかに排出させるた
め、浮上の途中に一定の深度で停止させ
る時間）のように、時間の確保を意味す
ることもある）して労働者の職業性疾病
の発症を防止し、健康の保持増進を図る
趣旨を有すること、本条違反には、 ヶ
月以下の懲役を含む罰則があること（安
衛法第 条）、
本条の現段階での適用対象業務は、高

圧則所定の潜水業務及び高圧室内業務で
あり、高圧則は、これらの業務に伴う酸
素中毒や減圧症等の防止を図っているこ
と、高圧室内業務の典型は、潜函工法
（ケーソン工法）での作業室やシャフト
内部での作業であり、これは、あらかじ
め地上で箱状の構造物（ケーソン）を製
作し、その重量を利用して地下に沈めて
いき、高圧の圧積空気を送り込み、地下
水を排除しながら、内側の地盤を掘削・
排土して、構造物を地下に潜らせていく
施工法であって、橋梁の基礎、シールド
立坑などで、特に軟弱地盤で幅広く用い
られていること、
本条（法第 条の ）にいう「作業時

間」は、労基法上の労働時間とは別次元
の概念であり、①規制対象となる危険作
業に直接従事している時間と、②減圧停
止時間（高圧下で体内に蓄積した不活性
ガスをなだらかに排出させるため、浮上
の途中に一定の深度で停止させる時間）
のように、リスクの緩和のために確保さ
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れるべき時間の両者を意味すること、潜
水業務では潜降開始から浮上開始までの
潜水時間、高圧室内業務では、加圧開始
から減圧開始までの高圧下の時間が①に
あたり、減圧停止時間等が②にあたるこ
と、高気圧作業については、健康影響の
原因が高圧下の時間より減圧時間（減圧
のためにかける時間）等にあることが判
明したこと、高気圧作業の健康障害リス
クを低下させる呼吸ガスが開発されたこ
と等から、 年（平成 年）の高圧
則改正で、前者の規制が廃止され、後者
の規制に一本化されたこと、また、以前
は減圧を停止すべき圧力と時間を直接定
めていたが、同改正で、事業者自身がそ
れらを予め計画して実施すべきとされた
こと、その際、減圧を停止する圧力につ
いては事業者の裁量に任せ、減圧停止時
間は、告示（平成 年 月 日基発
第 号第 ア）により、不活性ガスの
分圧（そのガスに含まれる各ガスごとの
圧力）が人体が許容できる不活性ガスの
最大分圧を超えない範囲で、各分圧下で
必要となる停止時間を、当該告示が定め
た計算式で設定することとされたこと、
すなわち、前提条件の多様性などを踏ま
え、仕様基準からやや性能基準的な基準
へと変質したこと、違反の認定は、事業
者自身が作成した計画に定めた減圧停止
時間に反した場合や、告示が示す計算式
に従わずに減圧停止時間を設けた場合等
になされると解されること、 年（平
成 年）の高圧則改正前は、減圧停止圧
力・時間の把握は労働者自身が行う方針
が採られていたが、同改正により、事業
者責任となったこと（高圧則第 条、第

条の 第 項）、高圧則第 条は、
年改正により、「事業者は、労働者の危険
又は高気圧障害その他の健康障害を防止
するため、作業方法の確立、作業環境の
整備その他必要な措置を講ずるよう努め
なければならない」と定めるに至ったが、
ここでいう「その他必要な措置」には、
工期の早い段階でのエレベータの設置や、
高い安全率に基づく計算式の採用、減圧
の効率が高い呼吸用ガスの採用等が想定
されていること、高気圧作業に当たった
労働者は、過飽和等の状態にあり、衝撃
等で溶解ガスの気泡化が進むとの知見が
あること等を踏まえ、高圧則では、浮
上・減圧終了時から一定時間の重激な業
務への従事を禁じていること、
ミ 本条（法第 条の ）は、安衛法

制定当時は第 条にあった条文を、
年（昭和 年）に現在の条文番号に移行
したものであること、前述した通り、本
条に紐付く高圧則の 年（平成 年）
改正により、高気圧作業にかかる作業時
間の規制はなくなり、事業者に作業計画
を練らせ、そこに減圧停止時間等を盛り
込ませることになったこと、これにより、
目下、本条のもとで、危険作業に直接従
事している時間の規制は存在しない状態
になっていること、
ム 減圧症の急性症状には、皮膚のか

ゆみ、関節痛から、致死性の呼吸困難、
循環障害まで様々なものがあり、慢性症
状には、骨壊死等があり、このうち骨壊
死については、 年頃から行われた九
州労災病院による有明海沿岸でのタイラ
ギ（平貝）採取をする潜水夫対象の調査
等で明らかとなっていったこと、最近の
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日本潜水協会の調査では、民間の潜水請
負業者のうち、減圧症やそれに類似する
疾患に罹患した経験のある者が 割強、
そのうち医療機関受診者は 割に充たな
かったこと、
メ 本条（法第 条の ）の関係判例

として、 事件松山地判昭和 年
月 日判時 号 頁が挙げられ、海
底電線ケーブル埋設工事のため潜水作業
に従事していた潜水夫が、酸素ボンベの
空気がなくなりかけて急速に浮上したと
ころ、潜水病に罹患し、直接の雇用主で
はなく、その雇用主から彼を借り受け、

に派遣し、なおかつ契約上その監督を
行う予定だった と、 から彼の派遣
を受けて、実際に使用した の責任が問
われた事案について、先ず については、
潜水夫との実際の使用関係から安全配慮
義務の存在を認めた上、高圧則第 条が
定めるボンベの給気能力の伝達と監視要
員の設置のいずれも怠っていたことが安
全配慮義務違反とし、次に については、
契約上潜水作業の監督をすることが予定
されていたことから安全配慮義務の存在
を認めた上、 に潜水の知識がなかった
のに、安全管理要員を派遣しなかったこ
とが安全配慮義務違反とする一方、潜水
夫本人は、潜水の知識を十分持っていた
以上、潜水時間、浮上時間、空気ボンベ
の給気能力を計算できたはずなどとして、
割の過失相殺を認めたこと、ただし、

年（平成 年）の高圧則改正で、
高圧下作業による健康障害防止のための
体制整備等の第一義的責任を事業者が負
うことが明示されたが、（＊三柴の見解で
は）安全配慮義務の判断にはさほど影響

しないようにも思われること、
モ 高圧下作業と同様に作業時間の規

制が有効に働く可能性が高い作業に、チ
ェンソー作業、研磨、石切、木の皮むき
等の振動作業があり、振動障害のリスク
があること、振動障害の典型例は、白ろ
う病とも呼ばれるレイノー現象のほか、
しびれ、骨・関節系障害などであること、
元は、 年（昭和 年）に、 で
「白ろうの指」と題する番組が放映され、
社会問題化したことがきっかけで、日本
産業衛生協会の研究会が報告書を公表す
るなどし、 年（昭和 年）に、労
働省が、「チェンソー使用に伴う振動障害
の予防について」（昭和 年 月 日基
発第 号）を発出するに至ったこと、
その後、昭和 年に、チェンソー取扱い
業務に係る健康管理の推進を図る通達
（昭和 年 月 日基発第 号。
以下、「昭和 年通達」という）が発出
された後、同年に、「チェンソー以外の振
動工具の取扱業務に係る振動障害の予防
について」（昭和 年 月 日基発第

号）が発出され、これらの通達の中
に含まれた指針では、振動業務の時間的、
日数的制限等が示されたが、この時点で
は、工具の振動値が考慮されていなかっ
たこと、現在の通達では、振動工具の振
動加速度レベルに応じたばく露時間規制
が設けられていること、すなわち、「周波
数補正振動加速度実効値の 軸合成値」
（使用する振動工具のすべての振動につ
いて、人体に影響を与える周波数帯域を
抽出し、補正して振動の強さとして表し
た振動値を、前後、左右、上下の３方向
測定して合成した値。手腕への振動の強
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日本潜水協会の調査では、民間の潜水請
負業者のうち、減圧症やそれに類似する
疾患に罹患した経験のある者が 割強、
そのうち医療機関受診者は 割に充たな
かったこと、
メ 本条（法第 条の ）の関係判例

として、 事件松山地判昭和 年
月 日判時 号 頁が挙げられ、海
底電線ケーブル埋設工事のため潜水作業
に従事していた潜水夫が、酸素ボンベの
空気がなくなりかけて急速に浮上したと
ころ、潜水病に罹患し、直接の雇用主で
はなく、その雇用主から彼を借り受け、

に派遣し、なおかつ契約上その監督を
行う予定だった と、 から彼の派遣
を受けて、実際に使用した の責任が問
われた事案について、先ず については、
潜水夫との実際の使用関係から安全配慮
義務の存在を認めた上、高圧則第 条が
定めるボンベの給気能力の伝達と監視要
員の設置のいずれも怠っていたことが安
全配慮義務違反とし、次に については、
契約上潜水作業の監督をすることが予定
されていたことから安全配慮義務の存在
を認めた上、 に潜水の知識がなかった
のに、安全管理要員を派遣しなかったこ
とが安全配慮義務違反とする一方、潜水
夫本人は、潜水の知識を十分持っていた
以上、潜水時間、浮上時間、空気ボンベ
の給気能力を計算できたはずなどとして、
割の過失相殺を認めたこと、ただし、

年（平成 年）の高圧則改正で、
高圧下作業による健康障害防止のための
体制整備等の第一義的責任を事業者が負
うことが明示されたが、（＊三柴の見解で
は）安全配慮義務の判断にはさほど影響

しないようにも思われること、
モ 高圧下作業と同様に作業時間の規

制が有効に働く可能性が高い作業に、チ
ェンソー作業、研磨、石切、木の皮むき
等の振動作業があり、振動障害のリスク
があること、振動障害の典型例は、白ろ
う病とも呼ばれるレイノー現象のほか、
しびれ、骨・関節系障害などであること、
元は、 年（昭和 年）に、 で
「白ろうの指」と題する番組が放映され、
社会問題化したことがきっかけで、日本
産業衛生協会の研究会が報告書を公表す
るなどし、 年（昭和 年）に、労
働省が、「チェンソー使用に伴う振動障害
の予防について」（昭和 年 月 日基
発第 号）を発出するに至ったこと、
その後、昭和 年に、チェンソー取扱い
業務に係る健康管理の推進を図る通達
（昭和 年 月 日基発第 号。
以下、「昭和 年通達」という）が発出
された後、同年に、「チェンソー以外の振
動工具の取扱業務に係る振動障害の予防
について」（昭和 年 月 日基発第

号）が発出され、これらの通達の中
に含まれた指針では、振動業務の時間的、
日数的制限等が示されたが、この時点で
は、工具の振動値が考慮されていなかっ
たこと、現在の通達では、振動工具の振
動加速度レベルに応じたばく露時間規制
が設けられていること、すなわち、「周波
数補正振動加速度実効値の 軸合成値」
（使用する振動工具のすべての振動につ
いて、人体に影響を与える周波数帯域を
抽出し、補正して振動の強さとして表し
た振動値を、前後、左右、上下の３方向
測定して合成した値。手腕への振動の強
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さを表す（富山労働局の サイト
（

最終閲覧日： 年 月
日）））と 日の振動ばく露時間を把握

して、所定の計算式で 日あたりの振動
ばく露量を求め、それが を超え
れば、ばく露時間の制限、工具の変更等
が求められるようになっていること、
ヤ 法第 条は、医師・歯科医師によ

る各種の健診制度について定めており、
第 項が一般健診、第 項が有害業務従
事者への特殊健診、第 項が歯科医によ
る特殊健診、第 項が特に必要がある場
合の臨時健診、第 項が労働者自身の選
択した医師・歯科医師による健診の代替
を定めていること、
本条が定める健診は 種類あり、特殊

健診は、職場に特有の有害要因による健
康障害の早期発見と、そのリスクの評価
ないし作業環境改善へのフィードバック、
個別の就業調整（就業制限、適正配置等）
を主な目的とし、一般健診は、個々の労
働者の健康状態から職務適正を評価する
こと、それに基づく脳心臓疾患、生活習
慣病の発症や増悪等の防止を主な目的と
し、これも個別の就業調整（罰則なしの
義務）、保健師等による保健指導（努力義
務）との連携を予定していること（安衛
法第 条の ）、第 項～第 項の健診
実施義務違反には罰則（法第 条第
号）が付され、第 項による労働局長か
らの指示違反にも罰則（法第 条第
号）が付されているが、第 項が定める
労働者の受診義務違反に罰則は付されて
いないこと、事業者の健診実施義務は、

民事上の安全配慮義務の内容にもなり、
労働者の個人的利益の確保も図っている
ため、労働者の履行請求権を肯定する見
解もあるが、それのみで健康管理が叶う
わけでもないので、個々の労働者による
個別的な解決より、公法的手段による方
が適切と解されること、
ユ 法定一般健診には、①雇入れ時健

診（安衛則第 条）と②定期健診（同第
条）があり、 年以上雇用され（るこ

とが見込まれ）、週ごとに通常労働者に近
い就労する「常時使用する労働者」が対
象とされていること、このほか、③特定
の有害業務に従事する者（特定業務従事
者）を対象とする配置換え際及び以後定
期の健診（安衛則第 条）、④海外派遣
労働者対象の健診（同第 条の ）、⑤
給食従事者対象の検便（同第 条）があ
り、③の対象者も常時使用労働者だが、
雇用継続期間が ヶ月以上あればよいと
されていること、
①雇入れ時健診は、適正な配置や配置

後の健康管理等を主な目的としており
（昭和 年 月 日基発第 号の ）、
安衛則が定める項目について、直近に所
定の同類の健診を受けたことを事業者に
知らせた場合のその項目を除き、実施さ
れるべきとされていること、医師の判断
により、全部又は一部を省略できるとさ
れている（安衛則第 条の ）こと、検
査項目には、それぞれ目的があり、例え
ば、既往歴は、適正配置等、業務歴は、
有害業務歴の確認等、自他覚症状は、身
体特性の確認等、胸部エックス線検査は、
結核等の有無の確認、肝機能検査は、肝
機能障害や脳心臓疾患の発症リスクの確
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認等、血中脂質検査は高脂血症の確認等、
血糖検査や尿検査は糖尿病は腎機能障害
の発症リスクの確認等であり、総じて、
本人の身体特性、健康状態等を踏まえた
適正配置、健康管理等を目的としている
こと、自覚症状の検査では文字通り本人
の自覚を聴取し、他覚症状の検査では、
本人の業務歴（特に有害業務歴）等も踏
まえ、医師の判断で検査項目を設定され
る旨通達されていること、
採用選考時健診は、雇入れ時健診とは

異なる法定外健診であり、禁止されては
いないが、応募者の適性と能力を判断す
る上での必要性を吟味すべきとされてい
ること（平成 年 月 日付け職業安
定局課長補佐名事務連絡等）、
②定期健診は、まさに労働者の健康状

態に応じた適正配置や健康管理等を目的
としており、 年に 回、雇入れ時健診
とほぼ同じ項目について行われるが、胸
部エックス検査の項目には喀痰検査の選
択肢が加えられていること、平成 年の
告示（労働省告示第 号）により、既往
歴・業務歴、自他覚症状、血圧、尿、心
電図以外の検査・調査は、一定の基準を
充たす場合、医師の判断で省略可能とさ
れていること、その主な基準は年齢であ
り、身長が 歳以上とされている他、腹
囲、胸部エックス線、喀痰、貧血等につ
いて、原則として 歳未満とされている
こと、胸部エックス線検査については、
学校、病院等で就労する者や、常時粉じ
ん作業に従事する者は省略不可とされて
いること、
③特定業務従事者健診は、衛生上有害

な特定業務の従事者を対象に、当該業務

への配置換えの際及び以後半年以内の定
期に、一般定期健診と同じ項目につき実
施するもので（特殊健診の場合、標的臓
器等を想定して健診項目を絞るが、この
健診では、項目を幅広くとる点が特徴の
１つである）、一般定期健診同様に項目の
省略が認められること、また、この健診
のうち、半年以内の定期に行われるもの
の場合、貧血、肝機能、血中脂質、血糖、
心電図といった肝機能障害や脳心臓疾患
等に関わる検査は、前回実施されていれ
ば、医師の判断により省略できること
（安衛則第 条第 項、第 項）、本健
診の対象となる衛生上有害な業務は、高
熱、寒冷に触れる業務から、有害放射線
業務、一定の塵埃にばく露する業務、振
動業務、重量物取扱い業務、坑内業務、
深夜業務、水銀等の有害物取扱い業務、
鉛、水銀、クロム、ヒ素等の有害物のガ
スや粉じんにばく露する業務、病原体に
よる汚染のおそれが著しい業務等であり、
深夜業務を除き、職場特有の有害要因に
関わる業務であること、
④海外派遣者健診は、海外に ヶ月以

上派遣される労働者や、逆に ヶ月以上
の勤務から国内勤務に就く労働者を対象
に実施するものであり、基本的な目的は、
派遣者の場合、海外派遣の可否や条件の
判断、派遣中の健康管理、帰国者につい
ては、国内業務における就業上の配慮や
健康管理であり、定期健診項目のほか、
以下の項目が、医師の判断で付加される
こと、すなわち、派遣者と帰国者共通の
検査項目は、胸部画像（目的：胸部の実
施臓器の状態の確認等）、血液中の尿酸の
量（目的：痛風の有無の確認等）、 型肝
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認等、血中脂質検査は高脂血症の確認等、
血糖検査や尿検査は糖尿病は腎機能障害
の発症リスクの確認等であり、総じて、
本人の身体特性、健康状態等を踏まえた
適正配置、健康管理等を目的としている
こと、自覚症状の検査では文字通り本人
の自覚を聴取し、他覚症状の検査では、
本人の業務歴（特に有害業務歴）等も踏
まえ、医師の判断で検査項目を設定され
る旨通達されていること、
採用選考時健診は、雇入れ時健診とは

異なる法定外健診であり、禁止されては
いないが、応募者の適性と能力を判断す
る上での必要性を吟味すべきとされてい
ること（平成 年 月 日付け職業安
定局課長補佐名事務連絡等）、
②定期健診は、まさに労働者の健康状

態に応じた適正配置や健康管理等を目的
としており、 年に 回、雇入れ時健診
とほぼ同じ項目について行われるが、胸
部エックス検査の項目には喀痰検査の選
択肢が加えられていること、平成 年の
告示（労働省告示第 号）により、既往
歴・業務歴、自他覚症状、血圧、尿、心
電図以外の検査・調査は、一定の基準を
充たす場合、医師の判断で省略可能とさ
れていること、その主な基準は年齢であ
り、身長が 歳以上とされている他、腹
囲、胸部エックス線、喀痰、貧血等につ
いて、原則として 歳未満とされている
こと、胸部エックス線検査については、
学校、病院等で就労する者や、常時粉じ
ん作業に従事する者は省略不可とされて
いること、
③特定業務従事者健診は、衛生上有害

な特定業務の従事者を対象に、当該業務

への配置換えの際及び以後半年以内の定
期に、一般定期健診と同じ項目につき実
施するもので（特殊健診の場合、標的臓
器等を想定して健診項目を絞るが、この
健診では、項目を幅広くとる点が特徴の
１つである）、一般定期健診同様に項目の
省略が認められること、また、この健診
のうち、半年以内の定期に行われるもの
の場合、貧血、肝機能、血中脂質、血糖、
心電図といった肝機能障害や脳心臓疾患
等に関わる検査は、前回実施されていれ
ば、医師の判断により省略できること
（安衛則第 条第 項、第 項）、本健
診の対象となる衛生上有害な業務は、高
熱、寒冷に触れる業務から、有害放射線
業務、一定の塵埃にばく露する業務、振
動業務、重量物取扱い業務、坑内業務、
深夜業務、水銀等の有害物取扱い業務、
鉛、水銀、クロム、ヒ素等の有害物のガ
スや粉じんにばく露する業務、病原体に
よる汚染のおそれが著しい業務等であり、
深夜業務を除き、職場特有の有害要因に
関わる業務であること、
④海外派遣者健診は、海外に ヶ月以

上派遣される労働者や、逆に ヶ月以上
の勤務から国内勤務に就く労働者を対象
に実施するものであり、基本的な目的は、
派遣者の場合、海外派遣の可否や条件の
判断、派遣中の健康管理、帰国者につい
ては、国内業務における就業上の配慮や
健康管理であり、定期健診項目のほか、
以下の項目が、医師の判断で付加される
こと、すなわち、派遣者と帰国者共通の
検査項目は、胸部画像（目的：胸部の実
施臓器の状態の確認等）、血液中の尿酸の
量（目的：痛風の有無の確認等）、 型肝
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炎ウィルス抗体（目的：海外で感染する
場合に備えた初期状態の確認等）であり、
派遣者のみの検査項目は、血液型（目
的：輸血の必要への対応等）、帰国者のみ
の検査項目は、糞便塗抹（目的：感染症
の有無の確認等）であること、
④給食従事者の検便は、事業場の食堂

や炊事場の衛生のため、具体的には消火
器伝染病や食中毒の防止のために設けら
れた制度であること（安衛則第 条参
照）、
ヨ 一般健診の基本的性格は一次健診

であり、これに基づく再検査（精密検査）
は任意だが、業務上の事由が重要な要因
となる脳心臓疾患の防止を目的とする二
次健診とその結果に基づき医師又は保健
師によりなされる特定保健指導（労災保
険法に基づくものであり、メタボ対策に
関する限り、高齢者医療確保法や国民健
康保険法に基づくものと趣旨は似ている
が、異なる制度である）は、労災保険か
ら給付されること、事業者は、二次健診
の受診、結果の提出共に働きかけるべき
とされていること（健診事後措置指針

。なお、この指針は、一般健診、特
殊健診、臨時健診、深夜業務者健診、二
次健診など法第 条、第 条の 、労
災保険法第 章第 節が定める全ての健
診を対象としている）、二次健診結果の提
出を受けた事業者には、一般健診におけ
ると同様に、医師等からの意見聴取の義
務が課されていること（労災保険法第
条、安衛法第 条の ）、
ラ 特殊健診は、一定の有害業務（安

衛法施行令第 条）に従事する労働者を
対象に、雇入れ時（主に就業者の健康状

態の初期値を測ると共に配置適性等を測
るため）、当該業務への配置の際及びその
後定期的に（原則として ヶ月以内）、特
定の項目につき、医師による実施が義務
づけられており、具体的には、有機則、
四アルキル鉛則、鉛則、電離則、高圧則、
特化則で規定されていること、主に、業
務経歴、作業条件、有害要因の標的臓器
や健康影響であること、
特殊健診の中でも特殊なものとして、

緊急の放射線業務従事者対象の健診（配
置換え時と 回／月）（電離則第 条の
）、特化物の漏洩時等における都度の健
診（特化則第 条）等があること、
安衛法施行令が定める特殊健診を行う

べき業務と、作業環境測定の義務の関係
は、以下の通りであること、

号数 業務内容 測定

① 高圧室内作業 ―

② 放射線業務 〇

※

③ 特定化学物質を製造し、

若しくは取り扱う業務

〇

※２

ベンジジン等、製造等が

禁止される有害物等を試

験研究のため製造し、若

しくは使用する業務

―

石綿等の取扱い若しくは

試験研究のための製造若

しくは石綿分析用試料等

の製造に伴い石綿の粉じ

んを発散する場所におけ

る業務

〇

※

④ 鉛業務（遠隔操作によっ

て行う隔離室におけるも

のを除く。）

〇

※
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⑤ 四アルキル鉛等業務（遠

隔操作によって行う隔離

室 に お け る も の を 除

く。）

―

⑥ 屋内作業場等、一定の場

所で所定の有機溶剤を製

造し、又は取り扱う業務

〇

※ 放射線業務の場合、測定対象も
特殊健診対象も、一定の管理区域での作
業（従事者）が中心となる点は共通だが、
測定対象は、屋内作業場であること、特
殊健診対象は、そうした業務の常時従事
者であること等が異なる。
※ オーラミン・マゼンタ等につい

ては、製造していない事業場では、測定
対象とならない。一部の物質を取り扱う
業務は、特殊健診の対象ではなく、特定
業務従事者健診の対象とされている。
※ コークス炉に接する作業等を行

う作業場は、測定のみが義務づけられる。
なお、現在は有害業務に従事していな

くても、過去に従事した者には、潜伏性
の疾患等を想定し、早期発見・早期対応
等のため、特定の特殊健診を行うことと
されていること（法第 条第 項、安衛
法施行令第 条第 項）、その対象業務
は、①製造禁止や製造許可対象の発がん
性物質の製造又は取扱いを行う業務であ
ること（安衛法施行令第 条第 項、石
綿則第 条第 項、特化則第 条第
項、第 項）、
リ 法第 条第 項が定める歯科医師

による健診も特殊健診の一環であり、塩
酸、硝酸、硫酸など、歯やその支持組織
にとって有害な物のガス等にばく露し得
る業務に常時従事する労働者に対し、雇
入れ時、当該業務への配置、配置後 月
以内の定期の実施を義務づけていること、

ル 法第 条第 項は、都道府県労働
局長が必要を認める場合、労働衛生指導
医の意見に基づき、臨時健診等を事業者
に命じ得る旨を定めていること、指示す
べき場合は、健診結果や労働者の愁訴等
から特定の疾病が窺われる場合、有害物
が大量に漏洩した場合、原因不明の健康
障害が発生した場合等であり（昭和 ・
・ 基発第 号の ）、指示内容には、
検査法、検査結果の報告に関することの
ほか、作業環境条件の測定や改善方法の
検討等も含まれること（同上）、東日本大
震災に伴う福島第一原発事故に際して、
本条に基づく指示が複数回出されたこと、
レ 法第 条第 項柱書は、労働者の

健診受診義務を定めており、これは、事
業者の実施義務の履行確保を図ったもの
であること、しかし、健診も医行為であ
る以上、医師－患者間の信頼関係が重要
な意味を持つことを理由として、同条項
に但書が設けられ、医師選択の自由が保
障されたと解されること、
ロ 法定健診の費用は、その実施が事

業者の法的義務なので、事業者が負担す
べきとされているが（昭和 ・ ・ 基
発第 号）、一般健診は、一般的な健康
確保を目的としていることから、それに
かかる時間を労働時間として、当然に賃
金を支払う義務はないとされていること
（同前）、しかし、特定業務従事者健診、
海外派遣労働者健診、給食従事者の検便
に要する時間は、労働時間であり、賃金
時間（賃金を支払う義務のある時間）と
解されること、
ワ 派遣労働者への一般健診の実施義

務は派遣元が負い、特殊健診の実施義務
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⑤ 四アルキル鉛等業務（遠

隔操作によって行う隔離

室 に お け る も の を 除

く。）

―

⑥ 屋内作業場等、一定の場

所で所定の有機溶剤を製

造し、又は取り扱う業務

〇

※ 放射線業務の場合、測定対象も
特殊健診対象も、一定の管理区域での作
業（従事者）が中心となる点は共通だが、
測定対象は、屋内作業場であること、特
殊健診対象は、そうした業務の常時従事
者であること等が異なる。
※ オーラミン・マゼンタ等につい

ては、製造していない事業場では、測定
対象とならない。一部の物質を取り扱う
業務は、特殊健診の対象ではなく、特定
業務従事者健診の対象とされている。
※ コークス炉に接する作業等を行

う作業場は、測定のみが義務づけられる。
なお、現在は有害業務に従事していな

くても、過去に従事した者には、潜伏性
の疾患等を想定し、早期発見・早期対応
等のため、特定の特殊健診を行うことと
されていること（法第 条第 項、安衛
法施行令第 条第 項）、その対象業務
は、①製造禁止や製造許可対象の発がん
性物質の製造又は取扱いを行う業務であ
ること（安衛法施行令第 条第 項、石
綿則第 条第 項、特化則第 条第
項、第 項）、
リ 法第 条第 項が定める歯科医師

による健診も特殊健診の一環であり、塩
酸、硝酸、硫酸など、歯やその支持組織
にとって有害な物のガス等にばく露し得
る業務に常時従事する労働者に対し、雇
入れ時、当該業務への配置、配置後 月
以内の定期の実施を義務づけていること、

ル 法第 条第 項は、都道府県労働
局長が必要を認める場合、労働衛生指導
医の意見に基づき、臨時健診等を事業者
に命じ得る旨を定めていること、指示す
べき場合は、健診結果や労働者の愁訴等
から特定の疾病が窺われる場合、有害物
が大量に漏洩した場合、原因不明の健康
障害が発生した場合等であり（昭和 ・
・ 基発第 号の ）、指示内容には、
検査法、検査結果の報告に関することの
ほか、作業環境条件の測定や改善方法の
検討等も含まれること（同上）、東日本大
震災に伴う福島第一原発事故に際して、
本条に基づく指示が複数回出されたこと、
レ 法第 条第 項柱書は、労働者の

健診受診義務を定めており、これは、事
業者の実施義務の履行確保を図ったもの
であること、しかし、健診も医行為であ
る以上、医師－患者間の信頼関係が重要
な意味を持つことを理由として、同条項
に但書が設けられ、医師選択の自由が保
障されたと解されること、
ロ 法定健診の費用は、その実施が事

業者の法的義務なので、事業者が負担す
べきとされているが（昭和 ・ ・ 基
発第 号）、一般健診は、一般的な健康
確保を目的としていることから、それに
かかる時間を労働時間として、当然に賃
金を支払う義務はないとされていること
（同前）、しかし、特定業務従事者健診、
海外派遣労働者健診、給食従事者の検便
に要する時間は、労働時間であり、賃金
時間（賃金を支払う義務のある時間）と
解されること、
ワ 派遣労働者への一般健診の実施義

務は派遣元が負い、特殊健診の実施義務
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は派遣先が負うこと（労働者派遣法第
条第 項、第 項）、ただし、派遣先で有
害業務に従事した労働者の配転後の特殊
健診の実施義務は、派遣元が負うこと、
一般健診結果を派遣元が派遣先に提供す
る際には、労働者本人の同意が必要とさ
れていること（健診事後措置指針 ）、
派遣元による一般健診の実施に際して、

派遣先は、労働者の就業時間、業務内容、
職場環境等の就業条件を通知する、派遣
元が就業上の措置を講じる際に求めに応
じて協力する等の協力をなすべき旨が定
められていること（派遣法第 条第 項、
施行規則第 条、健診事後措置指針

）、派遣先が特殊健診結果に基
づき就業上の措置を講じる際には、派遣
元と連絡調整を行い、措置内容を派遣元
に知らせるべきとされていること（健診
事後措置指針 ）、特殊健診結果（派
遣元の場合、派遣先から送付された結果
の写し）は、派遣先と派遣元の双方が保
存せねばならないとされていること（派
遣法第 条第 項、第 項）、派遣元
は、特殊健診結果を本人に通知すべきと
されていること（健診事後措置指針

）、
ヰ 健診制度の制度史をみると、戦時

下の労働力強化の要請と、結核の蔓延、
労働者の健康状態の悪化等が強いドライ
ブとなったこと、すなわち、支那事変の
拡大と共に軍需産業での長時間残業等に
よる労働者の健康状態の悪化や災害の増
加が進んだこと等を受け、内務省社会局
から日本産業衛生協会の総会に肺結核の
予防について諮問され、 年（昭和
年） 月に、採用時の体格検査や健康診

断で、肺結核の素因者を職場から排除す
ることのほか、定期的なツベルクリン反
応、喀痰検査の励行等を内容とする答申
がなされ、現にそれ以前から定期健診、
過労防止等の行政指導がなされていたが、
状況が改善せず、特に結核患者は増加の
一途を辿ったこと、そこで、内務省社会
局は、 年（昭和 年）に、地方庁
に対して「軍需品工場に対する指導方針」
（発労第 号）を発出し、健診による疾
病の早期発見と予防、有害業務従事者へ
の一層厳重な措置の必要性を示したこと、
また、翌 年（昭和 年）には、工
場法に紐付く「工場危害予防及衛生規則」
を改正し、常時使用職工 人以上の工
場の工場主に工場医の選任を義務づけつ
つ、衛生上の危害が少ない工場について
は、地方長官の許可により免除され得る
こととし（工場危害予防及衛生規則第
条の 第 項、第 項）、なおかつ、工場
主を名宛人として、工場医に最低年 度
の健診をなさしめ、その記録を 年間保
存させることとしたこと（同第 項、第
項）、
その後、 年（昭和 年）には工

場危害予防及衛生規則が改正され、健診
の対象工場が常時使用職工数 人に拡
大されたほか、ガス、蒸気等を発散する
ような有害業務従事者につき、毎年 回
実施すべきこととされ、これが現行の特
定業務従事者健診の走りとなったこと、

年（昭和 年）には、やはり工
場法に紐付く工場法施行規則の第 条関
係が改正され、労働力の維持培養、工場
衛生の改善強化等を目的に、工場法が適
用される全労働者を対象に、雇入れ時健
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診（施行規則第 条）、衛生上有害な業務
従事者への年 回の健診（同第 条の ）、
健診結果の記録と保存（ 年間）（同第
条の ）、要注意職工に対する医師の意見
を踏まえた療養指示、就業上の配慮（就
業場所・作業の転換、就業時間の短縮、
休憩時間の増加等）（同第 条の ）を含
め、現在と同様の法定一般健診制度が形
成されたこと、現行の特定業務従事者健
診については、昭和 年 月 日付け
厚生次官発各地方長官宛「工場法施行規
則中改正省令施行に関する件」で、衛生
上有害な業務を特定したほか、その別添
で、 （健常者）から （要療養結核罹
患者）にわたる つの健診結果の判定区
分と講ずべき措置を定めたこと、検査項
目は、身長・体重等の体格検査、視力・
聴力・色神等の機能検査、感覚器、呼吸
器、循環器、消化器、神経系等の一般臨
床医学的検査の他、「ツベルクリン」反応
検査を全員に実施し、陽性反応者にはエ
ックス線間接撮影等を実施し、結核性病
変の疑いがある者にはエックス線直接撮
影、赤血球沈降速度検査及び喀痰検査を
実施するものとしたこと（同第 条の ）。
以上の通り、この頃は、職域における一
般健康診断を結核健診網の一翼とする方
向性が図られていたこと、
なお、この工場法施行規則改正に伴い、

工場危害予防及衛生規則の健診及び工場
医に関する規定のうち一部が施行規則に
移動し、整理されたこと（昭和 年 月
日厚生省令第 号）、

年（昭和 年）の労基法制定の
際、従前は規則（工場法施行規則）で定
められていた法定健診結果に基づく事後

措置（就業上の配慮）が、法律レベルに
格上げされた（旧労基法第 条第 項、
第 項）こと、同法制定当初は、①常時
使用労働者数 人以上の事業（工場のみ
ならず、一般の会社、官公署、農林畜産
業、学校等を含む）で常時使用労働者を
雇用する場合と、②有害業務（現行の特
定業務従事者健診の対象と同じ）で常時
使用労働者を雇用する場合に、①では年
回、②では年 回の定期健診を義務づ

けていたこと、①では衛生管理者の選任
が義務づけられ、その中に「医師である
衛生管理者」が含まれ、健診を担当する
こととされていたこと、また、③製造業、
鉱業、土木建築業、道路・船舶運送業、
港湾運送業、飲食宿泊業など、一次産業
から三次産業にわたる殆どの業種（旧労
基法第 条が定め、現行労基法では別表
第一が定めるもの。農林・水産等の一次
産業のほか、金融・保険業など一部の業
種のみが除かれる）に常時従事する労働
者には、その規模（常時使用労働者数）
を問わず、年 回の定期健診を義務づけ
ていたこと（その結果、③の適用がされ
ず、①に該当しない常時使用労働者数
人未満の事業では、健診義務が免除され
ることとなっていた）、雇入れ時健診と定
期健診の検査項目は、やはり、身長・体
重等の体格検査、視力・聴力・色神等の
機能検査、感覚器、呼吸器、循環器、消
化器、神経系等の一般臨床医学的検査の
他、「ツベルクリン」反応検査、 線検査、
赤血球沈降速度検査及び喀痰検査、その
他労働大臣の指定する検査だったが、臨
床医学的検査以外は医師の判断等で省略
可能とされていた（旧安衛則第 条）こ
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診（施行規則第 条）、衛生上有害な業務
従事者への年 回の健診（同第 条の ）、
健診結果の記録と保存（ 年間）（同第
条の ）、要注意職工に対する医師の意見
を踏まえた療養指示、就業上の配慮（就
業場所・作業の転換、就業時間の短縮、
休憩時間の増加等）（同第 条の ）を含
め、現在と同様の法定一般健診制度が形
成されたこと、現行の特定業務従事者健
診については、昭和 年 月 日付け
厚生次官発各地方長官宛「工場法施行規
則中改正省令施行に関する件」で、衛生
上有害な業務を特定したほか、その別添
で、 （健常者）から （要療養結核罹
患者）にわたる つの健診結果の判定区
分と講ずべき措置を定めたこと、検査項
目は、身長・体重等の体格検査、視力・
聴力・色神等の機能検査、感覚器、呼吸
器、循環器、消化器、神経系等の一般臨
床医学的検査の他、「ツベルクリン」反応
検査を全員に実施し、陽性反応者にはエ
ックス線間接撮影等を実施し、結核性病
変の疑いがある者にはエックス線直接撮
影、赤血球沈降速度検査及び喀痰検査を
実施するものとしたこと（同第 条の ）。
以上の通り、この頃は、職域における一
般健康診断を結核健診網の一翼とする方
向性が図られていたこと、
なお、この工場法施行規則改正に伴い、

工場危害予防及衛生規則の健診及び工場
医に関する規定のうち一部が施行規則に
移動し、整理されたこと（昭和 年 月
日厚生省令第 号）、

年（昭和 年）の労基法制定の
際、従前は規則（工場法施行規則）で定
められていた法定健診結果に基づく事後

措置（就業上の配慮）が、法律レベルに
格上げされた（旧労基法第 条第 項、
第 項）こと、同法制定当初は、①常時
使用労働者数 人以上の事業（工場のみ
ならず、一般の会社、官公署、農林畜産
業、学校等を含む）で常時使用労働者を
雇用する場合と、②有害業務（現行の特
定業務従事者健診の対象と同じ）で常時
使用労働者を雇用する場合に、①では年
回、②では年 回の定期健診を義務づ

けていたこと、①では衛生管理者の選任
が義務づけられ、その中に「医師である
衛生管理者」が含まれ、健診を担当する
こととされていたこと、また、③製造業、
鉱業、土木建築業、道路・船舶運送業、
港湾運送業、飲食宿泊業など、一次産業
から三次産業にわたる殆どの業種（旧労
基法第 条が定め、現行労基法では別表
第一が定めるもの。農林・水産等の一次
産業のほか、金融・保険業など一部の業
種のみが除かれる）に常時従事する労働
者には、その規模（常時使用労働者数）
を問わず、年 回の定期健診を義務づけ
ていたこと（その結果、③の適用がされ
ず、①に該当しない常時使用労働者数
人未満の事業では、健診義務が免除され
ることとなっていた）、雇入れ時健診と定
期健診の検査項目は、やはり、身長・体
重等の体格検査、視力・聴力・色神等の
機能検査、感覚器、呼吸器、循環器、消
化器、神経系等の一般臨床医学的検査の
他、「ツベルクリン」反応検査、 線検査、
赤血球沈降速度検査及び喀痰検査、その
他労働大臣の指定する検査だったが、臨
床医学的検査以外は医師の判断等で省略
可能とされていた（旧安衛則第 条）こ
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と、旧労基法第 条第 項に、医師選択
の自由を保障する規定が設けられたこと、
その制定過程では、労働者が選択した医
師の所見の信用性に疑義が挟まれるなど
したが、本人が望まない医師による健診
は困難であること、使用者が選択する医
師の所見なら信用できるとも言えないこ
と、労基法上の健診の趣旨は、健康管理、
作業環境改善等であり、休業手当の支給
決定等の経済的利益に直接関わらないこ
と等が政府から回答された経緯があるこ
と、旧労基法第 条第 項（現行安衛
法第 条第 項）に医師である労働基準
監督官制度が設けられ、就業禁止措置が
必要な疾病罹患の疑いのある労働者の検
診の権限が付与されたこと、
特殊健診制度の歴史を辿ると、 年

（昭和 年）に、 の要請を受けて
四エチル鉛危害防止規則（昭和 年労働
省令第 号）が制定され、その取扱者に
対し、体重、一定条件下での血圧、ヘモ
グロビン、塩基性斑点を持つ赤血球を項
目として、雇入れ時と年 回の健診が義
務づけられたのが嚆矢と解されること、
その後、 年（昭和 年）の労基法
改正で、特定業務従事者対象歯科医師健
診規定が設けられたこと、 年（昭和

年）には、「特殊健診指導指針」（昭和
年基発第 号）が、一定の有害業務

等につき特別な項目を検査する特殊健診
の仕組みを示し、 年（昭和 年）
には、「健康診断結果に基づく健康管理指
針」（昭和 年基発第 号）がその事
後措置（健康管理区分表等）の仕組みを
示したこと、それと相前後する 年
（昭和 年）から 年（昭和 年）

にかけて、電離則、有機則、高圧則の前
身となる高気圧障害防止規則、鉛則、特
化則が制定され、特殊健診が規定された
こと、
じん肺法関係では、 年（昭和

年）に、労働省のじん肺巡回健診結果を
踏まえ、けい肺等特別保護法が制定され、
一定の粉じん作業常時従事労働者を対象
に、雇入れ時健診、定期健診、離職者継
続健診等の実施が義務づけられたこと、

年（昭和 年）には、けい肺以外
の鉱物性粉じんの吸入によるじん肺も対
象とするじん肺法が公布されたこと、

年（昭和 年）に安衛法が制定
されて設けられた本条（法第 条）と同
年 月に公布された現行安衛則の関連規
定により、全業種、全規模の事業を対象
とする法定健診制度の基本が定まったこ
と、その後、 年（昭和 年）改正
（法律第 号）で、健診結果の記録義務
が定められ（当時の法第 条第 項）、
作業環境評価に関する規定（当時の法第
条第 項。後の法第 条の ）の導入

とあわせ、健診結果に基づく事後措置に、
作業環境の測定や改善措置が盛り込まれ
たこと、 年（平成 年）改正（法律
第 号）では、医師からの意見聴取（安
衛法第 条の ）、事後措置指針（同第
条の ）、労働者に対する一般健康診断

結果の通知（同第 条の ）、保健指導
（同第 条の ）に関する定めが設けら
れ、 年（平成 年）改正（平成
年法律第 号）では、深夜業従事者の自
発的健康診断提出に係る規定が設けられ
たこと、
ヲ 健診項目の変遷をみると、現行安
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衛法制定時点での雇入れ時健診と定期健
診の検査項目は、従来からの、身長・体
重等の体格検査、視力・聴力（及び雇入
れ時に限り色神等の）機能検査、 線検
査（及び喀痰検査）に加えて、既往歴と
業務歴、自他覚症状、血圧、尿の検査が
追加されたこと、このうち自他覚症状調
べの追加に伴い、従来の感覚器、循環器、
等の臨床医学的検査が削除されたこと、
これは、労働者の愁訴や問診をベースに
して、医師が検査項目を判断する趣旨で
あること、業務歴の追加は、労働者の健
康状態との関連を測る趣旨であり、定期
健診を結核健診から労働者健診へと変質
させるものだったと解されること、雇入
れ時か定期の健診で結核発病のおそれが
認められた労働者には、その後結核健診
を行うべき旨が定められたこと、

年（平成元年）には、成人病対策
として、安衛則改正により、貧血、肝機
能、血中脂質、心電図の検査が追加され
たこと、また、海外派遣労働者の増加を
受けて、同年の法改正で、海外派遣労働
者健診が新設されたこと、

年（平成 年）には、成人病対
策の強化、過労死対策のため、 コレ
ステロール、血糖、尿中糖の検査が追加
されると共に、肥満尺度としての
（体重 身長 で算出される）を
健診個人票に記載することとされたこと、
この改正の際に発出された通達（平成
年 月 日基発第 号）では、ストレ
スや生活習慣が脳心臓疾患の重要なリス
クファクターであることを踏まえ、プラ
イバシーに配慮しつつ、「喫煙、飲酒を含
む生活習慣に関する事項についても問診

を行うことが望ましい」と記されたこと、
年（平成 年）の安衛則改正で

は、それによる就労上の障害が少ないこ
とや、却って偏見を招きかねないこと等
から（平成 年 月 日基発第 号）、
色覚検査が健診項目から外されたこと、

年（平成 年）の安衛則改正で
は、健診項目に腹囲が追加され、血中脂
質検査の対象が総コレステロールから

コレステロールに変更されたこと、
前者は、 より腹囲の方が肥満のリス
ク指標として優位との見解が関係学会か
ら示されたこと、後者は、日本動脈硬化
学会が公表したガイドラインで、それが
動脈硬化の強い危険因子になる旨指摘さ
れていたこと等によること、また、血糖
検査のみでは不正確だとして、尿酸検査
の省略ができなくなったこと（平成 年
月 日基発第 号）、

年（平成 年）に、一律的・集
団的な結核健診の意義が希薄化したとし
てなされた結核予防法（ 年（平成
年）に廃止され、感染症法に統合された）
改正を踏まえ、 年（平成 年）に
なされた法改正で、結核健康診断（雇入
れ時、定期健診等において、結核の発病
のおそれがあると診断された労働者に対
し、その後おおむね 月後に行われるエ
ックス線直接撮影による検査及び喀痰検
査等の健康診断）が廃止され、結核菌に
ばく露する機会が多い職種や発症すると
二次感染リスクが高い職種に限定して年
回の定期健診の実施を義務づけること

となったこと、
ン 健診制度の背景をみると、定期健

診の実施勧奨がなされるようになった昭
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衛法制定時点での雇入れ時健診と定期健
診の検査項目は、従来からの、身長・体
重等の体格検査、視力・聴力（及び雇入
れ時に限り色神等の）機能検査、 線検
査（及び喀痰検査）に加えて、既往歴と
業務歴、自他覚症状、血圧、尿の検査が
追加されたこと、このうち自他覚症状調
べの追加に伴い、従来の感覚器、循環器、
等の臨床医学的検査が削除されたこと、
これは、労働者の愁訴や問診をベースに
して、医師が検査項目を判断する趣旨で
あること、業務歴の追加は、労働者の健
康状態との関連を測る趣旨であり、定期
健診を結核健診から労働者健診へと変質
させるものだったと解されること、雇入
れ時か定期の健診で結核発病のおそれが
認められた労働者には、その後結核健診
を行うべき旨が定められたこと、

年（平成元年）には、成人病対策
として、安衛則改正により、貧血、肝機
能、血中脂質、心電図の検査が追加され
たこと、また、海外派遣労働者の増加を
受けて、同年の法改正で、海外派遣労働
者健診が新設されたこと、

年（平成 年）には、成人病対
策の強化、過労死対策のため、 コレ
ステロール、血糖、尿中糖の検査が追加
されると共に、肥満尺度としての
（体重 身長 で算出される）を
健診個人票に記載することとされたこと、
この改正の際に発出された通達（平成
年 月 日基発第 号）では、ストレ
スや生活習慣が脳心臓疾患の重要なリス
クファクターであることを踏まえ、プラ
イバシーに配慮しつつ、「喫煙、飲酒を含
む生活習慣に関する事項についても問診

を行うことが望ましい」と記されたこと、
年（平成 年）の安衛則改正で

は、それによる就労上の障害が少ないこ
とや、却って偏見を招きかねないこと等
から（平成 年 月 日基発第 号）、
色覚検査が健診項目から外されたこと、

年（平成 年）の安衛則改正で
は、健診項目に腹囲が追加され、血中脂
質検査の対象が総コレステロールから

コレステロールに変更されたこと、
前者は、 より腹囲の方が肥満のリス
ク指標として優位との見解が関係学会か
ら示されたこと、後者は、日本動脈硬化
学会が公表したガイドラインで、それが
動脈硬化の強い危険因子になる旨指摘さ
れていたこと等によること、また、血糖
検査のみでは不正確だとして、尿酸検査
の省略ができなくなったこと（平成 年
月 日基発第 号）、

年（平成 年）に、一律的・集
団的な結核健診の意義が希薄化したとし
てなされた結核予防法（ 年（平成
年）に廃止され、感染症法に統合された）
改正を踏まえ、 年（平成 年）に
なされた法改正で、結核健康診断（雇入
れ時、定期健診等において、結核の発病
のおそれがあると診断された労働者に対
し、その後おおむね 月後に行われるエ
ックス線直接撮影による検査及び喀痰検
査等の健康診断）が廃止され、結核菌に
ばく露する機会が多い職種や発症すると
二次感染リスクが高い職種に限定して年
回の定期健診の実施を義務づけること

となったこと、
ン 健診制度の背景をみると、定期健

診の実施勧奨がなされるようになった昭
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和初期は結核罹患率がたかく、 年
（昭和 年）の罹患率を、男子約 ％、
女子約 ％とするデータもあること、死
因をみても、 年（昭和 年）前半
までは結核による年間死亡者数が増加傾
向にあり、 万人程度に達したが、おそ
らくはペニシリンの処方等が奏功し、

年（昭和 年）頃から著しく減少
したこと、他方、この頃から脳血管疾患、
がん（悪性新生物）、心疾患等のいわゆる
成人病（生活習慣病）の死因順位が上昇
し、 年（昭和 年）頃にはがんが
死亡率 位となって、その後も増加傾向
にあること、
ア 厚労省の集計結果では、定期健

診の有所見率は 年（平成 年）から
増加傾向にあり、 年（平成 年）
には ％であったこと、特に血中脂質
の増加傾向が顕著であるほか、血圧や血
糖値も増加傾向にあること、
正社員と契約社員の一般健診受診率は

高い（ ％超）が、パートタイマーや派
遣労働者の受診率が － 割であること、
特殊健診については、事業者側の実施

率は、鉛業務、石綿取扱い業務、放射線
業務がある事業所では 割を超えるが、
有機溶剤業務、特化物の製造・取扱い業
務がある事業所では － 割にとどまって
いること、粉じん作業にかかるじん肺定
期健診（粉じん作業の常時従事者と従前
の従事者のうち一定の者を対象とし、年
に 度のものと 年に 度のものがある）
の実施率も 割を超えるが、雇入れ時、
定期外（常時従事者で安衛法上の健診で
じん肺所見等がある者、合併症による長
期休業者で快復した者を対象とする）、離

職時の健診となると、 割を切っている
こと、労働者側の受診率は、鉛、有機溶
剤、放射線の業務では 割を超えている
こと、他方、現在又は過去に有害業務に
従事した者を対象に潜伏性疾患等の発見
を図る特定の特殊健診（法第 条第 項、
安衛法施行令第 条第 項）については、
特化物では ％超だが、石綿では 割を
切っており、粉じんについても、雇入れ
時、定期外、離職時の健診の受診率は
割を切っていること、
イ 定期健診不実施の理由に関する

事業所の回答は、時間がないが 割強、
費用がないが 割強、適当な健診機関等
がないが約 ％、健診の必要を感じない
が約 割、事務的負担が 割弱、その他
が約半数だったこと、
ウ 令和 年度本研究プロジェクト

による行政官・元行政官向け法令運用実
態調査（三柴丈典担当）（＊）では、定期
健診不実施を理由とする安衛則第 条違
反の監督指導例がみられ、うち 件は、
事業場が主体的に健診を実施していない
ケースであったこと、また、健診結果の
本人への通知（法第 条の 、安衛則第

条）や監督署への結果報告（法第
条、安衛則第 条）違反の存否もみたう
えで適用を判断する傾向を窺わせる回答
があったこと、特殊健診については、ド
ラフトチャンバー内で発煙硝酸を使用す
る検査業務を行う労働者に一般健診しか
実施しなかった例等が示されたこと、

＊厚生労働省安全衛生部のご助力を頂き、
筆者が全国の都道府県労働局の健康・安
全関係課、監督課、主要労基署の現役行
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政官、安全衛生行政関係団体等の行政官
に向けて、安衛法の条文ごとの監督

指導実例、法改正提案等につき、アンケ
ート調査を行ったもの。
監督官 、技官 、元監督官 、元

技官 の回答があった。

エ 関連する刑事事件には、採用時
健診や定期健診を行わず、時間外割増賃
金も支払わなかった法人と代表取締役に
罰金が科されたが、時期を固定せず、健
診自体は実施していたことや、健診実施
機関の変更先を探索した経緯から、量刑
が減らされたケースや、会社の派遣担当
者が、時間的余裕がないとして派遣労働
者 名の雇入れ時健診を省略し、医師名
義の健診個人票を偽造して派遣先に提出
したこと、従前にも数十名の労働者の雇
入れ時健診を省略したり、結果を書き換
えたりしたこと等を踏まえ、執行猶予付
の懲役刑が命じられたケースがあること、
このうち後者では、被告人側が、法第
条第 項（医師選択の自由の保障規定）
を根拠に、労働者側が積極的に健診を受
診すべき旨主張したが、この規定により、
事業者側の実施義務違反が免責されるわ
けではないことが明言されたこと、
オ 関連する民事事件には、①真備

学園事件岡山地判平成 年 月 日や、
②東京海上火災保険・海上ビル診療所事
件東京高判平成 年 月 日などがあ
ること、
①は、学校法人である被告が、雇用す

る教員の健診については、民間医療機関
に胸部エックス線間接撮影と尿中糖と蛋
白の検査を委託し、血圧は保健室に血圧

計を用意して各教員の任意に委ね、健診
個人票の作成も校医による健康管理も行
わずにいたところ、被告で就業しており、
悪性の高血圧症を基礎疾患にもつ高校教
師が脳内出血で死亡したことを受け、そ
の遺族が被告の健康管理に関する安全配
慮義務違反に基づく損害賠償請求をなし
た事案を前提としており、判決は、安衛
法上の事業者の健康確保の責務、健診実
施及び事後措置実施義務、産業医選任義
務、学校保健法上の健診実施及び事後措
置義務、学校医の選任義務等を定めた規
定の趣旨に照らし、被告には、これらの
規定内容を履行する公的責務と共に、雇
用契約上の安全配慮義務として、健診実
施及び事後措置等によりその健康状態を
把握して適切な措置を講じる健康管理の
義務があるとしたうえ、定期健診項目に
血圧検査があれば、悪性高血圧症は判明
していただろうし、尿検査を促して結果
報告を義務づけて健診個人票を作成して
いれば、その背後にある腎疾患等も把握
でき、それに応じた勤務軽減等の抜本的
対策を講じられたはずなのに、それらを
怠ったことは、前記諸法規所定の公的な
責務の懈怠であると共に、雇用契約上の
安全配慮義務違反であるとしたこと、合
わせて、当該教師が専門医を受診してい
たとしても、被告が主体的に健康を把握
して対応すべきだったとしたこと、ここ
から、安全配慮義務の履行のためにも、
法定の健診項目は全て履行する必要があ
ることが窺われること、もっとも、判決
は、死亡した教師自身も、被告が民間医
療機関に委託していた尿検査を受けず、
主治医から入院や勤務軽減を勧告されて
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政官、安全衛生行政関係団体等の行政官
に向けて、安衛法の条文ごとの監督

指導実例、法改正提案等につき、アンケ
ート調査を行ったもの。
監督官 、技官 、元監督官 、元

技官 の回答があった。

エ 関連する刑事事件には、採用時
健診や定期健診を行わず、時間外割増賃
金も支払わなかった法人と代表取締役に
罰金が科されたが、時期を固定せず、健
診自体は実施していたことや、健診実施
機関の変更先を探索した経緯から、量刑
が減らされたケースや、会社の派遣担当
者が、時間的余裕がないとして派遣労働
者 名の雇入れ時健診を省略し、医師名
義の健診個人票を偽造して派遣先に提出
したこと、従前にも数十名の労働者の雇
入れ時健診を省略したり、結果を書き換
えたりしたこと等を踏まえ、執行猶予付
の懲役刑が命じられたケースがあること、
このうち後者では、被告人側が、法第
条第 項（医師選択の自由の保障規定）
を根拠に、労働者側が積極的に健診を受
診すべき旨主張したが、この規定により、
事業者側の実施義務違反が免責されるわ
けではないことが明言されたこと、
オ 関連する民事事件には、①真備

学園事件岡山地判平成 年 月 日や、
②東京海上火災保険・海上ビル診療所事
件東京高判平成 年 月 日などがあ
ること、
①は、学校法人である被告が、雇用す

る教員の健診については、民間医療機関
に胸部エックス線間接撮影と尿中糖と蛋
白の検査を委託し、血圧は保健室に血圧

計を用意して各教員の任意に委ね、健診
個人票の作成も校医による健康管理も行
わずにいたところ、被告で就業しており、
悪性の高血圧症を基礎疾患にもつ高校教
師が脳内出血で死亡したことを受け、そ
の遺族が被告の健康管理に関する安全配
慮義務違反に基づく損害賠償請求をなし
た事案を前提としており、判決は、安衛
法上の事業者の健康確保の責務、健診実
施及び事後措置実施義務、産業医選任義
務、学校保健法上の健診実施及び事後措
置義務、学校医の選任義務等を定めた規
定の趣旨に照らし、被告には、これらの
規定内容を履行する公的責務と共に、雇
用契約上の安全配慮義務として、健診実
施及び事後措置等によりその健康状態を
把握して適切な措置を講じる健康管理の
義務があるとしたうえ、定期健診項目に
血圧検査があれば、悪性高血圧症は判明
していただろうし、尿検査を促して結果
報告を義務づけて健診個人票を作成して
いれば、その背後にある腎疾患等も把握
でき、それに応じた勤務軽減等の抜本的
対策を講じられたはずなのに、それらを
怠ったことは、前記諸法規所定の公的な
責務の懈怠であると共に、雇用契約上の
安全配慮義務違反であるとしたこと、合
わせて、当該教師が専門医を受診してい
たとしても、被告が主体的に健康を把握
して対応すべきだったとしたこと、ここ
から、安全配慮義務の履行のためにも、
法定の健診項目は全て履行する必要があ
ることが窺われること、もっとも、判決
は、死亡した教師自身も、被告が民間医
療機関に委託していた尿検査を受けず、
主治医から入院や勤務軽減を勧告されて
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いたことを被告に申告していなかった点
に落ち度があるとして、本条（法第 条）
第 項が労働者に健診受診義務を課して
いることに言及しつつ、 分の の過失
相殺を認めたこと、従って、本条第 項
違反は、主に過失相殺で考慮され得ると
解されること、
②は、肺がんで死亡した労働者の遺族

が、同人の死亡は、法定定期健診でのレ
ントゲン写真の異常陰影の見過ごし等の
安全配慮義務違反または不法行為により、
肺がんへの処置が遅れたことにより生じ
たとして損害賠償請求した事案を前提と
しており、判決は、一般企業での定期健
診の実施は安全配慮義務の履行の一環と
いえようが、一般医療水準に照らし相当
と認められる程度の健診を実施するか、
それが可能な医療機関に委嘱すれば足り、
診断がその水準を明白に下回り、かつ、
企業側がそれを知り得た事情がなければ、
安全配慮義務違反は認められない、仮に
医師らの過失について健診を実施する事
業者に負わせれば、同人らに医師らの医
療行為を指揮監督すべき義務を負わせる
ことになり、妥当でないとの趣旨を述べ
たこと、
カ 関連規定として、高齢者医療確

保法があり、保険者が、 歳以上の健康
保険被保険者を対象に、メタボ対策とし
て、糖尿病等の生活習慣病に関する特定
健康診査及び、胸囲や 、血圧、中性
脂肪や コレステロール等を基準に、
メタボリックシンドロームとされた者を
対象に、特定保健指導を実施することを
定めていること、ただし、特定健康診査
は、本条（安衛法第 条）が定める一般

健診のような特定健診に相当する健診の
受診をもって代替できるとされているこ
と（特定健康診査及び特定保健指導の実
施に関する基準第 条第 項）、被保険
者を使用している事業者は、保険者から
の健診記録の写しの提供の求めに応じて
これを提供する義務を負うこと（同第
条第 項、第 項）、他方、特定保健指導
は、安衛法第 条の 第 項に基づく保
健指導とは別に、保険者が定める実施計
画に基づき実施されることとなっている
こと、
キ 法第 条の は、深夜業（原則

として午後 時～午前 時の業務）に従
事する労働者の自発的な健診制度につい
て定めており、これは、生体リズムに反
する労働による健康障害を防止する観点
から平成 年の安衛法改正（法律第
号）で設けられた経緯があること（平成
年 月 日発基第 号）、具体的に

は、健診前 ヶ月平均で深夜業に 回以
上／月以上従事した常時使用労働者が、
健康不安を感じ、直近の特定業務従事者
対象健診を待てない場合、自発的に健診
を受診し、受診した項目ごとに結果を記
載し、受診から ヶ月以内に事業者に提
出「できる」旨の制度であること、規定
の趣旨から当然に罰則は付されていない
が、受診しなかったり、受診しながら結
果を提出せず、使用者が適切な措置を講
じ得なかった場合等には、過失相殺の適
用を受ける等の可能性があると解される
こと、
ク 本条（法第 条の ）は、法定

健診における有所見率の上昇、産業の国
際化、消費者ニーズの多様化、生産技術
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上の必要性など種々の背景による深夜業
の一般化等に加え、 年（平成 年）
の労基法改正（法的拘束力のない大臣告
示による時間外労働の限度基準の設定等）
の際の附帯決議等を踏まえ、平成 年法
改正で設けられたものであること、この
際、法定健診自体の事後措置に「深夜業
の回数の減少」が設けられたほか、本条
に基づく自主的健診についても、その結
果を踏まえた意思への意見聴取や保健指
導がなされるべきことが規定されたこと
（法第 条の 、 条の ）、
ケ 本条（法第 条の ）新設の背

景には、パン工場でオール夜勤で精神的
緊張を伴う製品仕分け作業等に従事して
いた高血圧症の基礎疾患を持つ 代労働
者が急性心臓死した事案につき、オール
夜勤による疲労の蓄積と健康リスクを述
べて業務起因性を認めた浦和労基署長事
件東京高判昭和 年 月 日労働判例

号 頁や、 時間隔日交替制で、ロ
ッカールームの管理業務に従事していた
高血圧症の基礎疾患を持つ労働者が脳出
血で死亡した事案につき、やはり深夜勤
やそれを含む交替制勤務が人間の生理的
リズムに反し、過労状態の進行で健康障
害リスクを伴うことを指摘し、また、高
血圧症等の基礎疾患を持つ者の深夜勤を
不適とする産業衛生学会の交替勤務委員
会の意見書も引き合いにして、業務起因
性を認めた大日本印刷・新宿労基署長事
件東京高判平成 年 月 日労働判例

号 頁など、行政による労災不支給
決定の取消判決があると解されること、
コ これまでの厚生労働省の労働安

全衛生調査から、事業所の規模が大きい

ほど深夜業務を行う労働者がいる割合が
増加し、 人以上では 割以上に上っ
ていること、深夜業務従事期間が ～ 年
で、体調変化を認める労働者の割合が多
かったこと、深夜業従事者のうち医師の
診断を得たとする 割弱において、胃腸
病、高血圧性疾患、睡眠障害などが多か
ったこと、
サ 法第 条の は、事業者に法定

健診（一般健診・特殊健診のほか、労働
者が選択した医師による健診、深夜業従
事者の自発的健診）結果の保存義務を課
しており、保存形式として健康診断個人
票（様式第 号）が予定されていること、
安衛則や多くの特別衛生規則で、保存期
間は原則として 年間とされているが、
がん等の遅発性疾病への対応のため、特
化則の特別管理物質（特定化学物質の一
部。第１類物質及び第２類物質のうち特
定の物質で、人体に対する発癌性が疫学
調査の結果明らかになった物質等（特化
則第 条の ）。森報告②のヌも参照さ
れたい）にかかる業務従事者対象の特殊
健診結果は 年間（特化則第 条）、石
綿業務従事者対象特殊健診結果は 年間
（石綿則第 条）とされるなど、一律で
はないこと、本条違反には、罰則が付さ
れており、民事上も、それ独自で、又は
それに基づく医師への意見聴取や就業上
の措置の懈怠と相まって、健康管理にか
かる過失を推定させる可能性があること、
シ 健診結果の保存に関する規制は、

昭和初期の改正工場危害予防及衛生規則
（昭和 年）及び改正工場法施行規則
（昭和 年）に認められるが、この時期
の保存期間は 年間で、これは旧労基法
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上の必要性など種々の背景による深夜業
の一般化等に加え、 年（平成 年）
の労基法改正（法的拘束力のない大臣告
示による時間外労働の限度基準の設定等）
の際の附帯決議等を踏まえ、平成 年法
改正で設けられたものであること、この
際、法定健診自体の事後措置に「深夜業
の回数の減少」が設けられたほか、本条
に基づく自主的健診についても、その結
果を踏まえた意思への意見聴取や保健指
導がなされるべきことが規定されたこと
（法第 条の 、 条の ）、
ケ 本条（法第 条の ）新設の背

景には、パン工場でオール夜勤で精神的
緊張を伴う製品仕分け作業等に従事して
いた高血圧症の基礎疾患を持つ 代労働
者が急性心臓死した事案につき、オール
夜勤による疲労の蓄積と健康リスクを述
べて業務起因性を認めた浦和労基署長事
件東京高判昭和 年 月 日労働判例

号 頁や、 時間隔日交替制で、ロ
ッカールームの管理業務に従事していた
高血圧症の基礎疾患を持つ労働者が脳出
血で死亡した事案につき、やはり深夜勤
やそれを含む交替制勤務が人間の生理的
リズムに反し、過労状態の進行で健康障
害リスクを伴うことを指摘し、また、高
血圧症等の基礎疾患を持つ者の深夜勤を
不適とする産業衛生学会の交替勤務委員
会の意見書も引き合いにして、業務起因
性を認めた大日本印刷・新宿労基署長事
件東京高判平成 年 月 日労働判例

号 頁など、行政による労災不支給
決定の取消判決があると解されること、
コ これまでの厚生労働省の労働安

全衛生調査から、事業所の規模が大きい

ほど深夜業務を行う労働者がいる割合が
増加し、 人以上では 割以上に上っ
ていること、深夜業務従事期間が ～ 年
で、体調変化を認める労働者の割合が多
かったこと、深夜業従事者のうち医師の
診断を得たとする 割弱において、胃腸
病、高血圧性疾患、睡眠障害などが多か
ったこと、
サ 法第 条の は、事業者に法定

健診（一般健診・特殊健診のほか、労働
者が選択した医師による健診、深夜業従
事者の自発的健診）結果の保存義務を課
しており、保存形式として健康診断個人
票（様式第 号）が予定されていること、
安衛則や多くの特別衛生規則で、保存期
間は原則として 年間とされているが、
がん等の遅発性疾病への対応のため、特
化則の特別管理物質（特定化学物質の一
部。第１類物質及び第２類物質のうち特
定の物質で、人体に対する発癌性が疫学
調査の結果明らかになった物質等（特化
則第 条の ）。森報告②のヌも参照さ
れたい）にかかる業務従事者対象の特殊
健診結果は 年間（特化則第 条）、石
綿業務従事者対象特殊健診結果は 年間
（石綿則第 条）とされるなど、一律で
はないこと、本条違反には、罰則が付さ
れており、民事上も、それ独自で、又は
それに基づく医師への意見聴取や就業上
の措置の懈怠と相まって、健康管理にか
かる過失を推定させる可能性があること、
シ 健診結果の保存に関する規制は、

昭和初期の改正工場危害予防及衛生規則
（昭和 年）及び改正工場法施行規則
（昭和 年）に認められるが、この時期
の保存期間は 年間で、これは旧労基法
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に基づく旧安衛則時代も変わらず、現行
安衛法制定時に、健康管理上の必要性を
踏まえて 年間に延長され、 年（昭
和 年）の安衛法改正時に結果の保存義
務が法律本法に定められ、この際、合わ
せて作業環境評価とその事後措置が定め
られたこと、その背景には、 の
年（昭和 年）職業がん条約（第 号）
が、がんのハザードとばく露の評価、健
診、生物学的モニタリング 等の調査を
定めたことがあったことが窺われること、
本条（法第 条の ）は、 年（平成

年）の法改正で現在の条文番号となっ
たこと、
ス 法第 条の は、事業者に対し

て、前条と同じ種々の法定健診の結果に
基づく就業上の措置の医学的見地を踏ま
えた適正化のため、医師・歯科医師から
の意見聴取を義務づけた規定であること、
本条は、この措置を、産業医の選任義務
の有無にかかわらず、全規模の事業場に
義務づけていること、産業医の選任義務
がある事業場では産業医からの意見聴取
が適当とされ（健診事後措置指針）、選任
義務のない事業場では、「労働者の健康管
理等を行うのに必要な医学に関する知識
を有する医師」からの意見聴取が適当と
されており（法第 条の ）、その具体
的要件は、通達（平成 年 月 日基発
第 号）に定められていること、その

体内に摂取された有害物の量と、排泄
された量との関係が明らかな場合に、排
泄された物質の量を分析することによ
り、体内に蓄積された有害物の量を推定
する方法により、有害物へのばく露の程

中には、産業医学振興財団が都道府県医
師会に委託して実施している産業医基本
研修の修了者が含まれていること、また、
適任な医師が配置されている地域産業保
健センターの活用が勧められていること
（健診事後措置指針）、事業者は、医師・
歯科医師から意見具申に必要な労働者の
業務関連情報を求められたときは、速や
かに提供すべきとされていること（安衛
則第 条の 第 項）、健診後の再検査
や精密検査について本義務は課されてい
ないが、疾病の早期発見と健康管理等に
資するため、労使協議により定めるのが
望ましいとされていること（平成 年
月 日基発第 号）、
本条に罰則は付されていないが、その

趣旨から、本条違反が民事上の安全配慮
義務違反と解される可能性があること、
セ 法定健診の事後措置の適正化の

ための医師の意見聴取制度の嚆矢は、改
正工場法施行規則（昭和 年）にみられ
るが、旧労基法は、事後措置に関する定
めを起きつつ意見聴取は定められておら
ず、現行安衛法の制定に伴う安衛則改正
に際しても、施行通達（昭和 年 月
日基発第 号の ）で、健診結果につ
いて医師と協議の上で本人に伝えて対処
させるよう勧められるに留まっていたこ
と、工場法時代は、工場医の選任義務の
ある工業主に健診実施義務が課されてい

度を把握する手法（厚生労働省職場のあ
んぜんサイト
（

最終閲覧日： 年 月
日））。
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たので、工場医の意見聴取が当然に予定
されていたが、旧労基法で「医師である
衛生管理者」の選任義務がない使用者に
も健診実施義務が課されたため、意見聴
取を求められなくなったと察せられるこ
と、その後、高齢化、定期健診での有所
見率の上昇、過労やストレス問題の拡大
等を背景としてなされた 年（平成
年）の法改正（法律第 号）で、「労働
者の健康管理等を行うのに必要な医学に
関する知識」を持つことが産業医の選任
義務のない事業場における健診担当医の
要件とされたことで、意見聴取措置の義
務化の前提が整ったと解されること、合
わせて、一般健診結果の本人への通知
（法第 条の ）、必要な者（一般健診、
その代替健診、深夜業従事者健診の結果
必要と認められた者）への保健指導の努
力義務（法第 条の ）も定められたこ
と、その前年の 年（平成 年）に公
表された「これからの産業保健のあり方
に関する検討委員会報告書」は、過労死
予防のため、労働者の健康確保対策、長
時間労働の抑制等の総合的対策の必要性
を唱えていたこと、
ソ 年（平成 年）改正の主な

ドライブは過労死・過労自殺問題であり、
具体的には、補償面での政策の動きとし
ての脳心臓疾患の労災認定基準の緩和、
勤務問題を理由とする自殺者の増加、過
労死・過労自殺等に業務起因性や使用者
の過失責任を認める裁判例の登場などが
あったこと、このうち脳心臓疾患にかか
る労災認定基準は、発病直前の突発的な
出来事等による医学的な疾病の発症を求
めていた 年（昭和 年）の通達

（昭和 年 月 日基発第 号）か
らスタートして、 年（昭和 年）
通達（昭和 年 月 日基発第
号）、 年（平成 年）通達（平成
年 月 日基発第 号）、 年（平成
年）通達（平成 年 月 日基発第

号）に至る過程で、捕捉する期間は発症
週間前以前まで伸び、当該労働者の属

性として労働者の経験や年齢が考慮され
るようになり、対象疾病にも不整脈によ
る突然死等が含まれるところまで緩和さ
れたこと、過労自殺を使用者の過失責任
とした典型例として、電通事件 審判決
が、安衛法改正をめぐる国会審議で採り
上げられ、その際、個人の問題ではなく、
産業医等の助言を得つつ、事業場全体な
いし部署単位の問題として組織的に取り
組む必要性が指摘されていたこと、
タ 本条（法第 条の ）の適用の

実際についてみると、平成 年労働者健
康状況調査で、定期健診を実施した事業
所のうち、異常所見労働者がいたところ
が ％超で、それを ％として、その
うち医師等に意見聴取を行ったところが
％超、地域産業保健センターを活用し

たところが ％弱だったこと、他方、令
和 年度本研究プロジェクトによる行政
官・元行政官向け法令運用実態調査（三
柴丈典担当）（＊）では、有所見者につい
て、医師からの意見聴取を行っていなか
ったことについて監督指導を行った例が
例報告されたこと、

＊厚生労働省安全衛生部のご助力を頂き、
筆者が全国の都道府県労働局の健康・安
全関係課、監督課、主要労基署の現役行
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たので、工場医の意見聴取が当然に予定
されていたが、旧労基法で「医師である
衛生管理者」の選任義務がない使用者に
も健診実施義務が課されたため、意見聴
取を求められなくなったと察せられるこ
と、その後、高齢化、定期健診での有所
見率の上昇、過労やストレス問題の拡大
等を背景としてなされた 年（平成
年）の法改正（法律第 号）で、「労働
者の健康管理等を行うのに必要な医学に
関する知識」を持つことが産業医の選任
義務のない事業場における健診担当医の
要件とされたことで、意見聴取措置の義
務化の前提が整ったと解されること、合
わせて、一般健診結果の本人への通知
（法第 条の ）、必要な者（一般健診、
その代替健診、深夜業従事者健診の結果
必要と認められた者）への保健指導の努
力義務（法第 条の ）も定められたこ
と、その前年の 年（平成 年）に公
表された「これからの産業保健のあり方
に関する検討委員会報告書」は、過労死
予防のため、労働者の健康確保対策、長
時間労働の抑制等の総合的対策の必要性
を唱えていたこと、
ソ 年（平成 年）改正の主な

ドライブは過労死・過労自殺問題であり、
具体的には、補償面での政策の動きとし
ての脳心臓疾患の労災認定基準の緩和、
勤務問題を理由とする自殺者の増加、過
労死・過労自殺等に業務起因性や使用者
の過失責任を認める裁判例の登場などが
あったこと、このうち脳心臓疾患にかか
る労災認定基準は、発病直前の突発的な
出来事等による医学的な疾病の発症を求
めていた 年（昭和 年）の通達

（昭和 年 月 日基発第 号）か
らスタートして、 年（昭和 年）
通達（昭和 年 月 日基発第
号）、 年（平成 年）通達（平成
年 月 日基発第 号）、 年（平成
年）通達（平成 年 月 日基発第

号）に至る過程で、捕捉する期間は発症
週間前以前まで伸び、当該労働者の属

性として労働者の経験や年齢が考慮され
るようになり、対象疾病にも不整脈によ
る突然死等が含まれるところまで緩和さ
れたこと、過労自殺を使用者の過失責任
とした典型例として、電通事件 審判決
が、安衛法改正をめぐる国会審議で採り
上げられ、その際、個人の問題ではなく、
産業医等の助言を得つつ、事業場全体な
いし部署単位の問題として組織的に取り
組む必要性が指摘されていたこと、
タ 本条（法第 条の ）の適用の

実際についてみると、平成 年労働者健
康状況調査で、定期健診を実施した事業
所のうち、異常所見労働者がいたところ
が ％超で、それを ％として、その
うち医師等に意見聴取を行ったところが
％超、地域産業保健センターを活用し

たところが ％弱だったこと、他方、令
和 年度本研究プロジェクトによる行政
官・元行政官向け法令運用実態調査（三
柴丈典担当）（＊）では、有所見者につい
て、医師からの意見聴取を行っていなか
ったことについて監督指導を行った例が
例報告されたこと、

＊厚生労働省安全衛生部のご助力を頂き、
筆者が全国の都道府県労働局の健康・安
全関係課、監督課、主要労基署の現役行

総括研究報告書（三柴 丈典）

政官、安全衛生行政関係団体等の行政官
に向けて、安衛法の条文ごとの監督

指導実例、法改正提案等につき、アンケ
ート調査を行ったもの。
監督官 、技官 、元監督官 、元

技官 の回答があった。

チ 本条（法第 条の ）の関係判
例をみると、南大阪マイホームサービス
事件大阪地判平成 年 月 日労働判例

号 頁は、定期健診で胸の苦しさを
訴え、心電図で要医療とされた労働者が、
その後、勤務中に急性心臓死したことを
受け、その遺族が、会社に医師への意見
聴取していなかったこと等の過失があっ
たとして損害賠償を求めた事案で、判決
は、被告会社が健診や広範囲での保健指
導は実施していたことを認めつつ、安衛
法上の健診実施、意見聴取、事後措置の
義務は、心身に基礎疾患を持つ労働者の
業務上の過度の負荷による増悪防止を図
るものとも解し得る旨と、電通事件最高
裁判決が述べた過重な疲労・ストレス防
止義務について述べたうえ、被告会社ら
は、死亡した労働者の勤務状況や健康状
態の確認、医師からの個別的な意見聴取
等により、業務軽減等の措置を講じるべ
きだったし、これらの措置に際しては、
被告会社の側からの積極的な働きかけを
行うべきだったのに怠ったのは被告会社
の過失に当たるとしつつ、基礎疾患の存
在や、会社に業務軽減の要望を出さなか
ったこと等につき、素因減額・過失相殺
を行ったこと、
ツ 法第 条の は、特殊健診を含

む法定健診の結果に基づく前条規定の医

師等の意見を踏まえ、就業場所や作業内
容の変更、労働時間の短縮、深夜業回数
の減少等の個人的措置のほか、作業環境
測定、施設や設備の設置等、医師等の意
見の衛生委員会等への報告等（第 項）
を規定するほか、その履行支援のための
大臣による指針の公表（第 項）、当該指
針にかかる事業者らへの指導等（第 項）
を規定していること、本条は、前条以前
に定める法定健診、医師等への意見聴取
を前提とし、健康管理の実効性を確保す
るための決め手を定めていること、第
項が定める指針として、健診事後措置指
針（平成 年 月 日、最終改正：
年 月 日）が設けられていること、本
条に罰則は付されておらず、本条違反を
直接の根拠とする民事上の履行請求権や
損害賠償請求権の発生も確実視できない
が、本条違反と相当因果関係のある健康
障害が生じた場合、本条違反が過失の一
内容となる可能性が高いこと、
本条（法第 条の ）が求める就業上

の措置の前提となる医師等の意見には、
①就業区分とその内容、②作業環境管理
と作業管理、に関するものの 種類があ
り、①は、通常勤務、就業制限、要休業
の 種類に分かれること、具体的な措置
の決定に際しては、あらかじめ当該労働
者の意見を聴き、十分に話し合うことが
適当とされていること（健診事後措置指
針 （ ）イ）、また、措置の実施等に際
しては、医師や産業保健スタッフはもち
ろん、健康管理部門や人事労務管理部門
との連携、本人の管理監督者の理解を得
ることが求められること、措置の実施後
に健康状態が改善すれば、医師等の意見
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聴取のうえで通常の勤務に戻す等の措置
を講ずべきとされていること（健診事後
措置指針 （ ）ハ（イ））、
第 項が定める衛生委員会等への報告

は、医師等の意見を踏まえることで、労
働時間の健康に配慮した設定などの集団
的な対策を筆頭に、より適切な措置の決
定に資するとの考えから設けられた経緯
があること（健診事後措置指針 （ ）
ロ）、
健診事後措置指針では、就業上の措置

が労働者の健康確保に必要な範囲を超え
て不利益な取扱いとならないよう抑制を
図っていること（健診事後措置指針 （ ）
ハ（ロ））、
テ 本条（法第 条の ）の沿革を

みると、 年（昭和 年）の改正工
場法施行規則において既に、健診の結果
を踏まえて注意を要する者ついて医師の
意見を聴取し、療養指示、就業の場所や
業務の転換、時間の短縮、休憩時間の増
加、健康状態の監視等を講じる必要が定
められており（同規則第 条の ）、これ
は訓示的規定なので罰則は設けられなか
ったと説明されていたこと、これが現行
安衛法制定当時の第 条第 項（当時）
に引き継がれたこと、その後、 年
（昭和 年）改正で、就業上の措置に作
業環境測定の実施、施設や設備の設置等
が追加されたこと、これは、健診の結果、
有所見者が多数みられるような場合に集
団的措置を講じる必要が生じるとの考え
に基づいていること、 年（平成 年）
改正では、前条に医師等への意見聴取義
務が設けられたことを受け、就業上の措
置の決定・実施に際して、医師等の意見

を勘案すべきことが追記されたこと（当
時の法第 条の ）、また、大臣による
関係指針の公表とそれに関する指導の実
施について定められたこと（当時の法第
条の 第 項、第 項）、 年（平

成 年）改正では、深夜業の回数の減少、
年（平成 年）改正では、医師等

の意見の衛生委員会等への報告が、講ず
べき就業上の措置に追加されたこと、
ト 本条（法第 条の ）の適用の

実際をみるに、平成 年労働者健康状況
調査によれば、定期健診で異常所見者が
いたとする約 ％を としたとき、
「再検査・精密検査の指示等の保健指導
を行った」が約 ％だったが、就業場所
や作業の転換は約 ％、労働時間の短縮
等も約 ％、作業環境測定は約 ％、施設
や設備の整備等も約 ％、その他の措置
が約 ％、何もしなかったが約 ％であ
り、要するに、個別的、集団的な労働条
件の変更はあまり講じられていないこと、
ナ 関係判例をみるに、榎並工務店

（脳梗塞死損害賠償）事件・大阪高判平
・ ・ 労働判例 号 頁は、建設

会社従業員が、その発症前 ヶ月の週
時間を超える時間外労働（法定時間外労
働）は平均すると月 時間程度にとどま
っていたが、発症直前には月 時間程度
まで増加し、深夜業にも従事し、また、
鉄粉が目に刺さる災害に見舞われて不眠
になるなどした後、ガス管溶接作業中に
脳梗塞を発症して死亡したため遺族が会
社に損害賠償請求をした事案を審査した
こと、 審被告会社は、定期健診を実施
はしたが、法定回数実施せず、産業医を
選任せず、医師の意見聴取も行っていな
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聴取のうえで通常の勤務に戻す等の措置
を講ずべきとされていること（健診事後
措置指針 （ ）ハ（イ））、
第 項が定める衛生委員会等への報告

は、医師等の意見を踏まえることで、労
働時間の健康に配慮した設定などの集団
的な対策を筆頭に、より適切な措置の決
定に資するとの考えから設けられた経緯
があること（健診事後措置指針 （ ）
ロ）、
健診事後措置指針では、就業上の措置

が労働者の健康確保に必要な範囲を超え
て不利益な取扱いとならないよう抑制を
図っていること（健診事後措置指針 （ ）
ハ（ロ））、
テ 本条（法第 条の ）の沿革を

みると、 年（昭和 年）の改正工
場法施行規則において既に、健診の結果
を踏まえて注意を要する者ついて医師の
意見を聴取し、療養指示、就業の場所や
業務の転換、時間の短縮、休憩時間の増
加、健康状態の監視等を講じる必要が定
められており（同規則第 条の ）、これ
は訓示的規定なので罰則は設けられなか
ったと説明されていたこと、これが現行
安衛法制定当時の第 条第 項（当時）
に引き継がれたこと、その後、 年
（昭和 年）改正で、就業上の措置に作
業環境測定の実施、施設や設備の設置等
が追加されたこと、これは、健診の結果、
有所見者が多数みられるような場合に集
団的措置を講じる必要が生じるとの考え
に基づいていること、 年（平成 年）
改正では、前条に医師等への意見聴取義
務が設けられたことを受け、就業上の措
置の決定・実施に際して、医師等の意見

を勘案すべきことが追記されたこと（当
時の法第 条の ）、また、大臣による
関係指針の公表とそれに関する指導の実
施について定められたこと（当時の法第
条の 第 項、第 項）、 年（平

成 年）改正では、深夜業の回数の減少、
年（平成 年）改正では、医師等

の意見の衛生委員会等への報告が、講ず
べき就業上の措置に追加されたこと、
ト 本条（法第 条の ）の適用の

実際をみるに、平成 年労働者健康状況
調査によれば、定期健診で異常所見者が
いたとする約 ％を としたとき、
「再検査・精密検査の指示等の保健指導
を行った」が約 ％だったが、就業場所
や作業の転換は約 ％、労働時間の短縮
等も約 ％、作業環境測定は約 ％、施設
や設備の整備等も約 ％、その他の措置
が約 ％、何もしなかったが約 ％であ
り、要するに、個別的、集団的な労働条
件の変更はあまり講じられていないこと、
ナ 関係判例をみるに、榎並工務店

（脳梗塞死損害賠償）事件・大阪高判平
・ ・ 労働判例 号 頁は、建設

会社従業員が、その発症前 ヶ月の週
時間を超える時間外労働（法定時間外労
働）は平均すると月 時間程度にとどま
っていたが、発症直前には月 時間程度
まで増加し、深夜業にも従事し、また、
鉄粉が目に刺さる災害に見舞われて不眠
になるなどした後、ガス管溶接作業中に
脳梗塞を発症して死亡したため遺族が会
社に損害賠償請求をした事案を審査した
こと、 審被告会社は、定期健診を実施
はしたが、法定回数実施せず、産業医を
選任せず、医師の意見聴取も行っていな
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かったこと、また、安全・衛生委員会も
安全・衛生管理者も実質的に機能してお
らず、直属の上司に本人の健康情報が伝
えられておらず、健診結果を踏まえた再
検査のための作業日程調整もされていな
かったこと、判決は、使用者には、 次
予防策として労働時間等に関する適正労
働条件確保措置、 次予防策として健診
による健康状態の把握と就業調整を行う
べき安全配慮義務があり、本件では、使
用者が当該従業員の有所見（心電図と肝
機能・脂質の異常）を認識していた以上、
致命的な合併症を招くような精神的緊張
を伴う業務に就かせるべきではなかった
旨等を述べたこと、本判決から、健診、
医師等からの意見聴取、事後措置という
健康管理のパッケージの重要性が窺われ
ること、
高島工作所事件・大阪地判平成 年

月 日労経速 号 頁は、右眼偽黄
班円孔（眼底の網膜の中心部を黄斑と呼
び、ものを見る真ん中に当たる。黄斑円
孔は、黄斑の網膜に丸い穴（円孔）があ
く病気 ）により視力が低下した原告が、
本条を根拠として、業務内容の変更、配
置転換等の具体的措置を提示して協議を
求め、間接強制として、協議開始まで
日 円の支払を求めた事案であり、原
告は面談の席で、被告会社が適当と思う
業務の提示を求めていたが、被告会社か
ら拒否された経緯があったこと、判決は、
安全配慮義務は、賃金支払等、労働契約
上の本来的義務ではなく附随義務であり、

林眼科病院の サイト
（

予め具体的内容を確定し難いので、労使
間の合意等特段の事情がなければ、直接
的な履行請求はできず、本条（現行法第
条の 。当時の第 条第 項）は、そ

の規定の仕方が抽象的、概括的だし、罰
則が付されていないから、使用者の本来
的履行義務になったとは言えない旨を述
べたこと、また、その反対解釈は、規定
の仕方が一義的に明確で罰則の定めがあ
れば履行請求可能となるが、その解釈に
ついても妥当性の検討が求められること、
ニ 法第 条の は、一般健診と特

殊健診の双方につき、結果の通知義務を
事業者に課していること、一般健診につ
いては安衛則、特殊健診については各特
別衛生規則にも、それぞれ通知義務が定
められていること、通知は、各健診項目
ごとになされねばならないこと（平成
年 月 日基発第 号、平成 年
月 日基発第 号）、
ヌ 沿革をみると、先ずは 年

（平成 年）の法改正で第 条の に追
加され、 年（平成 年）の法改正で
今の条文番号となり、 年（平成
年）の法改正で、一般健診に加えて特殊
健診の結果も通知対象とされたこと、な
お、その背景には、一般健診の結果に比
べ、特殊健診の結果の方が不通知率が高
い実態があったこと（一般健診： ％、
特殊健診： ％（愛知産業保健センター
によるアンケート調査））、
ネ 適用の実際について、平成 年

労働者健康状況調査をみると、企業規模

最終閲覧日 年 月
日）。
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を問わず、 ％近く、本条による通知
がなされていることが窺われること、
ノ 関係判例をみると、京和タクシ

ー事件・京都地判昭和 年 月 日判
例タイムズ 号 頁は、原告が被告
での採用前にその指定機関で健診を受診
したところ、左上肺野に異常陰影が認め
られ、被告に「左肺浸潤の疑、要精査」
と通知されたが、被告は健常者と同様に
タクシー運転業務に就かせていたところ、
その後の定期検査の結果から要精密検査
となり、精密検査を受けた結果、直ちに
入院加療を要する肺結核と診断され、遂
には解雇されるに至ったという事案につ
いて、判決は、原告の雇入れの時点で精
密検査をして病状を明確にしていれば軽
作業をしながら治療できたこと、病状悪
化の主因は労務であることを認めたうえ
で、被告は、安衛法第 条及び安衛則第

条（雇入れ時健診）、 条（定期健診）
に基づき、労働者の雇入時に胸部エック
ス線検査及びかくたん検査等の健診を実
施する義務を負い、その事後措置として
同法第 条（病者の就業禁止）及び安衛
則第 条（結核発病のおそれのある者を
対象にした結核健診。その後廃止された）
に基づき、結核にかかつた労働者の就業
を禁止し、その発病の虞れがあると診断
された労働者にかくたん検査等の精密検
査を行なう義務を負っていること、安衛
法、安衛則により労働者に義務づけられ
た健診の結果は、労働者の採否の判断資
料となるだけでなく、採用後の労働者の
健康管理の指針となり、労働者自身の健
康管理の重要な資料となるものであるか
ら、殊に労働者の健康状態が不良かその

疑いがある場合は採用後遅滞なく労働者
に健診結果を告知すべき義務があるにも
かかわらず、被告はこれを怠ったなどと
述べたこと、本判決は、本条（法第 条
の ）制定前のものだが、事後措置の懈
怠と共に労働者への健診結果の通知の懈
怠が民事上の過失責任をもたらし得るこ
とを示唆していること、なお、事後措置
の懈怠がなく、健診結果通知の懈怠のみ
でも、過失と評価され得ると解されるこ
と、
ハ 法第 条の は、一般健診や自

ら選択した医師による代替健診、深夜業
従事者の自発的健診の結果、必要性が認
められる労働者に対して、医師又は保健
師による保健指導を行う努力義務を事業
者に課し（第 項）、労働者にも、前条
（法第 条の ）により通知された健診
結果と第 項が定める保健指導を受けて、
自身の健康保持の努力義務を課している
こと、
本条は、疾病予防のためには労働者の

自主的な健康管理が重要であることを前
提に、特に必要性が認められる労働者に
対して、保健指導等によって、その促進
を図ろうとした規定であり、当然ながら
罰則は付されておらず、違反に際して直
ちに損害賠償請求権が発生するとも言え
ないが、再検査や精密検査の受診勧奨、
治療勧奨、検査や治療の日程調整等の懈
怠による疾病の発症・増悪が認められる
場合、過失の要素とされる可能性がある
こと、第 項の労働者自身の保健努力義
務違反による疾病の発症・増悪が認めら
れる場合、使用者の過失責任の免責や過
失相殺の適用の可能性が生じること、
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を問わず、 ％近く、本条による通知
がなされていることが窺われること、
ノ 関係判例をみると、京和タクシ

ー事件・京都地判昭和 年 月 日判
例タイムズ 号 頁は、原告が被告
での採用前にその指定機関で健診を受診
したところ、左上肺野に異常陰影が認め
られ、被告に「左肺浸潤の疑、要精査」
と通知されたが、被告は健常者と同様に
タクシー運転業務に就かせていたところ、
その後の定期検査の結果から要精密検査
となり、精密検査を受けた結果、直ちに
入院加療を要する肺結核と診断され、遂
には解雇されるに至ったという事案につ
いて、判決は、原告の雇入れの時点で精
密検査をして病状を明確にしていれば軽
作業をしながら治療できたこと、病状悪
化の主因は労務であることを認めたうえ
で、被告は、安衛法第 条及び安衛則第

条（雇入れ時健診）、 条（定期健診）
に基づき、労働者の雇入時に胸部エック
ス線検査及びかくたん検査等の健診を実
施する義務を負い、その事後措置として
同法第 条（病者の就業禁止）及び安衛
則第 条（結核発病のおそれのある者を
対象にした結核健診。その後廃止された）
に基づき、結核にかかつた労働者の就業
を禁止し、その発病の虞れがあると診断
された労働者にかくたん検査等の精密検
査を行なう義務を負っていること、安衛
法、安衛則により労働者に義務づけられ
た健診の結果は、労働者の採否の判断資
料となるだけでなく、採用後の労働者の
健康管理の指針となり、労働者自身の健
康管理の重要な資料となるものであるか
ら、殊に労働者の健康状態が不良かその

疑いがある場合は採用後遅滞なく労働者
に健診結果を告知すべき義務があるにも
かかわらず、被告はこれを怠ったなどと
述べたこと、本判決は、本条（法第 条
の ）制定前のものだが、事後措置の懈
怠と共に労働者への健診結果の通知の懈
怠が民事上の過失責任をもたらし得るこ
とを示唆していること、なお、事後措置
の懈怠がなく、健診結果通知の懈怠のみ
でも、過失と評価され得ると解されるこ
と、
ハ 法第 条の は、一般健診や自

ら選択した医師による代替健診、深夜業
従事者の自発的健診の結果、必要性が認
められる労働者に対して、医師又は保健
師による保健指導を行う努力義務を事業
者に課し（第 項）、労働者にも、前条
（法第 条の ）により通知された健診
結果と第 項が定める保健指導を受けて、
自身の健康保持の努力義務を課している
こと、
本条は、疾病予防のためには労働者の

自主的な健康管理が重要であることを前
提に、特に必要性が認められる労働者に
対して、保健指導等によって、その促進
を図ろうとした規定であり、当然ながら
罰則は付されておらず、違反に際して直
ちに損害賠償請求権が発生するとも言え
ないが、再検査や精密検査の受診勧奨、
治療勧奨、検査や治療の日程調整等の懈
怠による疾病の発症・増悪が認められる
場合、過失の要素とされる可能性がある
こと、第 項の労働者自身の保健努力義
務違反による疾病の発症・増悪が認めら
れる場合、使用者の過失責任の免責や過
失相殺の適用の可能性が生じること、
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保健指導の方法には、面談での個別指
導のほか、文書での指導等があり、内容
には、日常生活の指導、健康管理に関す
る情報提供、再検査や精密検査・治療の
勧奨等があること（平成 年 月 日基
発第 号）、その円滑な実施のため、健
康保険組合等の健康増進事業実施者（健
康増進法第 条）等との連携、産業医を
中心とする実施が推奨され、深夜業従事
者には、睡眠指導や食生活指導等を重視
した保健指導の実施が推奨され、労災保
険法や高齢者医療確保法に基づく特定保
健指導を受けた労働者は、本条に基づく
保健指導を行う医師や保健師に内容を伝
えるよう働きかけることが推奨されてい
ること（健診事後措置指針 （ ）ロ）、
ヒ 本条（法第 条の ）は、第

次労災防止計画（ 年（平成 年）～
年（平成 年））に心身両面の健康

づくりの推進のための健康測定とその結
果に基づく健康指導の促進が記載された
こと等を踏まえ、 年（平成 年）の
法改正で第 条の に追加され、
年（平成 年）改正で深夜業従事者の自
発的健診結果も踏まえるべきことが追加
されると共に、ナンバリングが変更され
た経緯があること、
等が示されている。

16 吉田・阿部（未央）報告（第 7
章第 69 条～第 71 条の 4）
（阿部氏による分担報告書の執筆は完了。

それを踏まえた吉田氏による加筆修正は

未了。要約は未了）

17 大藪・只野・近藤・三柴報告

（第 8 章第 72 条～第 77 条）

大藪・只野・近藤・三柴報告は、第
章に属する第 条から第 条について
解説している。この章は、第 条第 項
（衛生管理者）と第 条（作業主任者）
が、所定の業務を遂行させるため選任を
求めている者や、第 条第 項（就業制
限）が特に就業を認める者に求められる
免許・技能講習制度の細目、それらの実
施を委ねられる指定機関の業務、備える
べき条件、国による監督等を定めている。
同報告では、
ア 法第 条（就業制限）は、一定の

危険業務への就業に一定の資格（業務独
占資格）を求め、それを、①所定の免許
保有者、②登録教習機関による技能講習
修了者、③その他省令で定める者、の
種類に分類していること、他方、法第
条第 項は、所定業務（基本的に就業制
限業務ではない）を遂行させるために所
定の免許（業務必置資格）を持つ衛生管
理者を選任すべきことを定め、法第 条
は、所定の危険業務（就業制限業務とは
限らない）の指揮を行わせるため所定の
資格（業務必置資格）を持つ作業主任者
を選任すべきことを定め、その資格を、
①所定の免許保有者と、②登録教習機関
による技能講習修了者、の 種類として
いること、
現段階で、安衛法に基づく免許は、第

一種衛生管理者免許を筆頭に、各種作業
主任者免許を含めて 種類あり、同じく
技能講習は、木材加工用機械作業主任者
技能講習を筆頭に 種類あること、
イ 行政学の観点では、規制とは、私

人や経済主体の行動に対する制限であり、
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規制主体により、私的規制（私人による）
と公的規制（公的機関による）に分かれ
ること、
このうち公的規制は、自然独占や情報

偏在等による資源配分非効率の防止や利
用者の公平等を主な目的とする経済的規
制（電気・水道等のインフラ事業、金融
等への参入規制や料金規制等）と、外部
不経済の修正、リスク防止、社会秩序の
維持等を目的とする社会的規制（環境保
全、感染予防を含む公衆衛生施策等）か
ら成ると解されていること、
このうち社会的規制は、主に、①健

康・衛生の確保（公衆衛生・医療、薬物
対策等）、②安全の確保（自然・労働・交
通・製品災害等の防止）、③環境保護・公
害対策から成り、安全衛生規制は、この
うち②に属すると解されること、
社会的規制の手段には、①直接規制、

②ルール型規制、③経済的手段、④情報
公開・提供等があり、このうち①直接規
制には、

特定行為の禁止・営業活動の制限
（法令に基づく許認可により、一般的な
禁止措置を許可、認可、免許等により介
助する強い規制から、所定の基準に照ら
して審査し、公の認定、証明、認証等を
行う中間の規制、報告、届出など、一定
の事実を行政庁に伝えさせるが、原則と
して記載事項の確認しか行わない弱い規
制までがある）、

資格制度（一定の知識、経験、技能
を持つ者を国が認定、証明すると共に、
その業務に関する規制を図る制度）、

検査検定制度（製品の品質保持等の
ため、事業者に対して、一定の製品の設

計段階、使用前、定期、使用後等に検査
等を義務づける制度）、

基準・認証制度（製品自体や設備の
操業・管理の安全性に関する基準を設け、
それに適合するものを認証したり、認証
のない製品等の販売・利用を禁じる制度。
基準（ ）は、遵守す
べき技術的水準の定めであり、それへの
適合性審査の手順を定めた法令上の仕組
みを認証（ ）という）、

その他、
の 種類があること、
このうち、安衛法に基づく免許・技能

講習制度は に属し、物の技術的安全性
ではなく、安全衛生に関する役務提供者
の技能水準を公的に保証するための仕組
みと解されること、
資格制度は、①業務独占資格（資格者

のみに特定の業務をさせる）、②業務必置
資格（事業者に資格者の設置を義務づけ
る）、③名称資格（レベルの公的な認証）
に区分され、安衛法上の資格のうち、ボ
イラー技士や同溶接士の免許は①に属し、
木材加工用機械作業主任者等は②に属す
ること、
資格制度の意義には、資格者による役

務の水準の確保、取引の適正化、資格者
の資質やモラルの確保、資格者の確認に
よる公的な検査の代替、消費者が資格者
を活用により、取引相手との情報の非対
称性をカバーできること等が挙げられる
が、事業への新規参入の障害、行政コス
トの増大、既得権の発生による見直しの
困難等の問題も指摘されていること、
政府は、社会の問題解決と良好な状態

の維持のための「社会管理（

－ 146 －



総括研究報告書（三柴 丈典）

規制主体により、私的規制（私人による）
と公的規制（公的機関による）に分かれ
ること、
このうち公的規制は、自然独占や情報

偏在等による資源配分非効率の防止や利
用者の公平等を主な目的とする経済的規
制（電気・水道等のインフラ事業、金融
等への参入規制や料金規制等）と、外部
不経済の修正、リスク防止、社会秩序の
維持等を目的とする社会的規制（環境保
全、感染予防を含む公衆衛生施策等）か
ら成ると解されていること、
このうち社会的規制は、主に、①健

康・衛生の確保（公衆衛生・医療、薬物
対策等）、②安全の確保（自然・労働・交
通・製品災害等の防止）、③環境保護・公
害対策から成り、安全衛生規制は、この
うち②に属すると解されること、
社会的規制の手段には、①直接規制、

②ルール型規制、③経済的手段、④情報
公開・提供等があり、このうち①直接規
制には、

特定行為の禁止・営業活動の制限
（法令に基づく許認可により、一般的な
禁止措置を許可、認可、免許等により介
助する強い規制から、所定の基準に照ら
して審査し、公の認定、証明、認証等を
行う中間の規制、報告、届出など、一定
の事実を行政庁に伝えさせるが、原則と
して記載事項の確認しか行わない弱い規
制までがある）、

資格制度（一定の知識、経験、技能
を持つ者を国が認定、証明すると共に、
その業務に関する規制を図る制度）、

検査検定制度（製品の品質保持等の
ため、事業者に対して、一定の製品の設

計段階、使用前、定期、使用後等に検査
等を義務づける制度）、

基準・認証制度（製品自体や設備の
操業・管理の安全性に関する基準を設け、
それに適合するものを認証したり、認証
のない製品等の販売・利用を禁じる制度。
基準（ ）は、遵守す
べき技術的水準の定めであり、それへの
適合性審査の手順を定めた法令上の仕組
みを認証（ ）という）、

その他、
の 種類があること、
このうち、安衛法に基づく免許・技能

講習制度は に属し、物の技術的安全性
ではなく、安全衛生に関する役務提供者
の技能水準を公的に保証するための仕組
みと解されること、
資格制度は、①業務独占資格（資格者

のみに特定の業務をさせる）、②業務必置
資格（事業者に資格者の設置を義務づけ
る）、③名称資格（レベルの公的な認証）
に区分され、安衛法上の資格のうち、ボ
イラー技士や同溶接士の免許は①に属し、
木材加工用機械作業主任者等は②に属す
ること、
資格制度の意義には、資格者による役

務の水準の確保、取引の適正化、資格者
の資質やモラルの確保、資格者の確認に
よる公的な検査の代替、消費者が資格者
を活用により、取引相手との情報の非対
称性をカバーできること等が挙げられる
が、事業への新規参入の障害、行政コス
トの増大、既得権の発生による見直しの
困難等の問題も指摘されていること、
政府は、社会の問題解決と良好な状態

の維持のための「社会管理（
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）」を行う存在と解され、そのた
め、課題設定、政策立案、政策決定、政
策実施、政策評価の 段階から成る政策
過程を踏むこと、このうち政策実施は、
所期の政策目的に適う結果をもたらすた
めに重要であり、免許は、一般に禁止さ
れた特定の行為ないし専門職への就業を
許諾する政策手段であって、以下のよう
な特徴を持ち、政策実施にとって有用で
あること、
（ ）人々が活動を始める前に適任者

をスクリーニングできる、
（ ）網羅的な規制ができる、
（ ）申請対応で済むので、効率的な

管理ができる、
（ ）個別に具体的条件を付けられる、
（ ）更新制度により、事後的な制限

もできる。
以上から、安全衛生法上の政策実施に

とっても、免許・技能講習制度は有用と
解されること、
ウ 安衛法上の免許・技能講習制度の

歴史をみると、 年（昭和 年）の
旧労基法施行時点では、「汽罐士」「汽缶
溶接士」「起重機運転士」「アセチレン溶
接士」「映写技術者」各免許の 種類の免
許制度に限られていたが（旧安衛則第
条）、その後、新たな制度が創設されるな
どして、今日、免許 種類、技能講習
種類まで拡大していること、
旧労基法第 条は、第 項で、運転中

の機械の危険部分の掃除等の所定の危険
業務への未経験者の就業を禁止し、第
項で、「必要な技能を有しない者」の「特
に危険な業務」への就業を禁止し、第
項で、前 項が定める危険業務の範囲と、

必要な経験及び技能の定めを命令に委任
していたこと、
旧安衛則は、旧労基法第 条第 項に

基づき、就業制限業務を、①就業上免
許・技能講習を要する業務、②技能選考
者のみ就業可能な業務、③経験者のみ就
業可能な業務、の 種に整理し、
①のうち免許を要する業務には、前掲

の 種類を充てたが、その後、旧労基法
時代に、折々の状況に応じて、名称変更
（汽罐（汽缶）関係免許からボイラ・圧
力容器関係免許へ等）、約 の免許（講
習免許を含む）の創設（電気／導火線発
破技士免許（講習免許）等）、統合（集材
架線技士免許と運材架線技士免許を林業
架線技士免許へ等）等が行われたこと、
その間に、
安衛則第 条のほか、ボイラー則、ク

レーン則等により、アセチレン溶接主任
者業務、発破業務、揚貨装置運転業務、
機械集材装置・運材索道の組立・解体の
作業主任者業務、ボイラー溶接業務、第
一種圧力容器溶接業務、ボイラー取扱い
業務、クレーン・デリック運転業務（つ
り上げ荷重 トン以上／未満で扱いが分
かれる）、高圧室内業務、潜水業務等
種の業務が指定され、
②には、安衛則第 条により、火元責

任者業務、アセチレン溶接の係員業務、
制限荷重 トン未満の揚貨装置の運転業
務、動力による軌条運輸業務、高圧充電
電路等の支持物の敷設、低圧充電電路の
敷設等の 種（ただし、一部は 種で複
数の業務を含む）の業務が指定され、
③には、安衛則第 条により、運転中

の原動機から中間軸までの動力伝導装置
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の掃除等の業務、ゴムのロール練りの業
務、丸のこ盤や帯のこ盤での木材供給業
務、操車場内での軌道車両の入替業務な
ど 種（ただし、一部は 種で複数の業
務を含む）の業務が指定されたこと、

年（昭和 年）に安衛法が施行
されて後、時代に応じて、様々な免許資
格や技能講習制度が創設されたり、統合、
分離、名称変更される等したこと、
その前提には、 年 月に取りまと

め、労働省に提出された労働基準法研究
会の安全衛生関係の報告書であり、ここ
には、

安全衛生の実現には、物的規制のみ
ではなく、危険業務等には一定の知識技
能を持つ者のみを就けさせる必要がある
こと、

既存の就業資格は、試験免許から
ヶ月の経験まで 段階あるが、技能水準、
判定基準共に不明確であること、また、
技能選考指名制度は、その選考基準が不
明確で、実効を期しがたいこと、

他の法律では、就業にかかる免許制
度につき詳細な規定を置き、細部の手続
を政省令に委ねており、労基法でもそう
すべきこと、

大幅な機械化、作業の合理化等によ
り、クレーン等の大型特殊設備への需要
が高まり、免許試験や講習免許への需要
も増し、行政官庁の事務量の増加を招い
ているので、指定機関への委託が必要だ
が、既存の機関に対して適切な監督がな
されていないこと、

急速な技術革新等により取得後、資
格が有効でなくなる場合もあるので、再
教育や再講習、免許更新制度等による知

識の更新が必要であること、
教育については、一般作業者に対す

る新技術導入時、配置転換時等の安全衛
生教育が重要であること、彼／彼女らを
指揮監督する職長教育が特に重要である
こと、

資格取得に必要な技能知識等を積極
的、効率的に付与する体制整備が必要で
あること、
等が記されていたこと、
この報告を受けて、安衛法には第 章

に免許等の定めが設けられ、旧労基法下
の 種の就業制限業務（①就業上免許・
技能講習を要する業務、②技能選考者の
み就業可能な業務、③経験者のみ就業可
能な業務）は、第 条（就業制限業務）
関係や第 条第 項（特別教育）関係の
規定に、就業制限内外で求められる免許
と技能講習については、第 条（免許）
関係、第 条（技能講習）関係の規定に
再編されたこと、
この際、旧労基法上の免許の殆どが引

き継がれ、ガス溶接、ボイラー整備士資

格は、技能講習から免許に引き上げられ

たこと、新旧両制度下の主な免許制度を

対比すると、以下の通りとなること、

安衛法に基づく免

許の種類（安衛則

第 条）

旧労働基準法に基

づく免許等

第一種衛生管

理者免許

衛生管理者免許

（旧安衛則第

条）

の

第二種衛生管

理者免許

高圧室内作業

主任者免許

高圧室管理者免許

（旧高圧則第

条）

ガス溶接作業 ガス溶接技能講習
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の掃除等の業務、ゴムのロール練りの業
務、丸のこ盤や帯のこ盤での木材供給業
務、操車場内での軌道車両の入替業務な
ど 種（ただし、一部は 種で複数の業
務を含む）の業務が指定されたこと、

年（昭和 年）に安衛法が施行
されて後、時代に応じて、様々な免許資
格や技能講習制度が創設されたり、統合、
分離、名称変更される等したこと、
その前提には、 年 月に取りまと

め、労働省に提出された労働基準法研究
会の安全衛生関係の報告書であり、ここ
には、

安全衛生の実現には、物的規制のみ
ではなく、危険業務等には一定の知識技
能を持つ者のみを就けさせる必要がある
こと、

既存の就業資格は、試験免許から
ヶ月の経験まで 段階あるが、技能水準、
判定基準共に不明確であること、また、
技能選考指名制度は、その選考基準が不
明確で、実効を期しがたいこと、

他の法律では、就業にかかる免許制
度につき詳細な規定を置き、細部の手続
を政省令に委ねており、労基法でもそう
すべきこと、

大幅な機械化、作業の合理化等によ
り、クレーン等の大型特殊設備への需要
が高まり、免許試験や講習免許への需要
も増し、行政官庁の事務量の増加を招い
ているので、指定機関への委託が必要だ
が、既存の機関に対して適切な監督がな
されていないこと、

急速な技術革新等により取得後、資
格が有効でなくなる場合もあるので、再
教育や再講習、免許更新制度等による知

識の更新が必要であること、
教育については、一般作業者に対す

る新技術導入時、配置転換時等の安全衛
生教育が重要であること、彼／彼女らを
指揮監督する職長教育が特に重要である
こと、

資格取得に必要な技能知識等を積極
的、効率的に付与する体制整備が必要で
あること、
等が記されていたこと、
この報告を受けて、安衛法には第 章

に免許等の定めが設けられ、旧労基法下
の 種の就業制限業務（①就業上免許・
技能講習を要する業務、②技能選考者の
み就業可能な業務、③経験者のみ就業可
能な業務）は、第 条（就業制限業務）
関係や第 条第 項（特別教育）関係の
規定に、就業制限内外で求められる免許
と技能講習については、第 条（免許）
関係、第 条（技能講習）関係の規定に
再編されたこと、
この際、旧労基法上の免許の殆どが引

き継がれ、ガス溶接、ボイラー整備士資

格は、技能講習から免許に引き上げられ

たこと、新旧両制度下の主な免許制度を

対比すると、以下の通りとなること、

安衛法に基づく免

許の種類（安衛則

第 条）

旧労働基準法に基

づく免許等

第一種衛生管

理者免許

衛生管理者免許

（旧安衛則第

条）

の

第二種衛生管

理者免許

高圧室内作業

主任者免許

高圧室管理者免許

（旧高圧則第

条）

ガス溶接作業 ガス溶接技能講習
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主任者免許 （旧安衛則第

条の ）

林業架線作業

主任者免許

集材架線技士免許

（旧安衛則第

条の ）

特級ボイラー

技士免許

特級ボイラー技士

免許（旧ボイラー

則第 条）

一級ボイラー

技士免許

一級ボイラー技士

免許（旧ボイラー

則第 条）

二級ボイラー

技士免許

二級ボイラー技士

免許（旧ボイラー

則第 条）

エックス線作

業主任者免許

エックス線作業主

任者免許（旧電離

則第 条）

の

ガンマ線透過

写真撮影作業

主任者免許

－

発破技師免許 発破技師免許（旧

安衛則第 条の

）

揚貨装置運転

士免許

揚貨装置運転士免

許（旧安衛則第

条の ）

特別ボイラー

溶接士免許

特別ボイラー溶接

士免許（旧ボイラ

ー則第 条）

普通ボイラー

溶接士免許

普通ボイラー溶接

士免許（旧ボイラ

ー則第 条）

ボイラー整備

士免許

ボイラー整備技能

講習（旧ボイラー

則第 条の ）

クレーン・デ

リック運転士

免許

クレーン運転士免

許（旧クレーン則

第 条）

デリック運転士免

許（旧クレーン則

第 条）

移動式クレー

ン運転士免許

移動式クレーン運

転士免許（旧クレ

ーン則 条の

）

潜水士免許 潜水士免許（旧高

圧則第 条）

技能講習についてみると、旧労基法の
もとでは、ガス溶接技能講習（旧安衛則
第 条）、フォークリフト運転技能講習
（旧安衛則第 条）、プレス作業主任者
技能講習（旧安衛則第 条）、ボイラー
整備技能講習（旧ボイラー則第 条の
）、玉掛技能講習（クレーン則第 条）
の 種のみが関係省令に規定されていた
が、安衛法の制定に際して、このうちガ
ス溶接とボイラー整備は免許制に格上げ
されたこと、他方、旧安衛則第 条所定
の技能選考対象業務の殆どが技能講習対
象業務となったため、残りの 種は、こ
れらと共に、改めて技能講習制度の対象
となったこと、
安衛法制定後の 年（昭和 年）
月 日、労働省は、安衛法に基づく試

験実施機関として（公財）安全衛生技術
試験協会の設立を許可し、 年（昭和

年）の法改正で、第 条の から第
条の に指定試験機関制度を設け、

安全衛生技術試験協会を指定することに
より、従前は都道府県労働局の行ってい
た試験事務を指定試験機関に実施させる
体制を整えたこと、
技能講習制度は、旧労基法時代から都

道府県労働基準局長又は局長の指定する
講習機関が実施しており、安衛法制度後
は、第 条が定める登録教習機関が実施
することとなったこと、
エ 法第 条は、第 項で、第 条

第 項（衛生管理者）、第 条（作業主
任者）、第 条第 項（＊クレーンの運
転、ボイラーの取扱い、車両系建設機械
の運転等の危険業務にかかる就業制限）
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の免許は、都道府県労働局長による免許
試験の合格者その他所定の資格者に付与
すること、第 項で、その欠格事由（一、
故意・重過失による免許にかかる重大事
故、二、免許にかかる安衛法令違背、三、
就業制限免許の場合の心身の故障等によ
る免許の取消し後 年以内）、第 項で、
心身の障害により特に免許を与えない場
合があり得ること、第 項で、前項の場
合の本人への通知と意見聴取につき定め
ていること、
本条所定の「厚生労働省令で定める資

格を有する者」でいう「資格」とは、免
許保有者に限らず、その危険有害性ゆえ
に就業制限をかけた業務や、就業制限は
かけないが、一定の知識技能等の専門性
を持つ者が適任である業務に就けるため、
法が求める一定要件を指し、本法が設け
る免許の免許試験合格者のほか、他の法
律が設ける免許の保有者や、技能講習修
了者、特別教育修了者等が該当し、詳細
は、安衛則第 条、別表第 に定められ
ていること、
現段階で、免許の種類は次の 種類で

あること、
【法第 条（衛生管理者）第 項の免許】

第一種衛生管理者免許
第二種衛生管理者免許
衛生工学衛生管理者免許

【第 条（作業主任者）の免許】
高圧室内作業主任者免許
ガス溶接作業主任者免許
林業架線作業主任者免許

【法第 条（就業制限）第 項の免許】
特級ボイラー技士免許
一級ボイラー技士免許

二級ボイラー技士免許
エックス線作業主任者免許
ガンマ線透過写真撮影作業主任者

免許
特定第一種圧力容器取扱作業主任

者免許
発破技師免許
揚貨装置運転士免許
特別ボイラー溶接士免許
普通ボイラー溶接士免許
ボイラー整備士免許
クレーン・デリック運転士免許
移動式クレーン運転士免許
潜水士免許

免許は、申請主義であり、免許試験の
合格者その他要件を充たす者が、所定の
免許申請書を所轄の都道府県労働局に提
出せねばならない（安衛則第 条の ）
こと、
オ 本条第 項に定められた免許の欠

格事由を、紐付く規則を踏まえて整理す
ると、以下のようになること、
①免許の取消しの日から一年を経過し

ない者。
②満 歳に満たない者（揚貨装置運転

士免許、特級ボイラー技士免許、一級ボ
イラー技士免許、二級ボイラー技士免許、
特別ボイラー溶接士免許、普通ボイラー
溶接士免許、ボイラー整備士免許、クレ
ーン・デリック運転士免許、移動式クレ
ーン運転士免許、ガス溶接作業主任者免
許、林業架線作業主任者免許、発破技士
免許、エックス線作業主任者免許、ガン
マ線透過写真撮影作業主任者免許及び潜
水士免許）（安衛則第 条、ボイラー則
第 条・第 条・第 条、クレーン
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の免許は、都道府県労働局長による免許
試験の合格者その他所定の資格者に付与
すること、第 項で、その欠格事由（一、
故意・重過失による免許にかかる重大事
故、二、免許にかかる安衛法令違背、三、
就業制限免許の場合の心身の故障等によ
る免許の取消し後 年以内）、第 項で、
心身の障害により特に免許を与えない場
合があり得ること、第 項で、前項の場
合の本人への通知と意見聴取につき定め
ていること、
本条所定の「厚生労働省令で定める資

格を有する者」でいう「資格」とは、免
許保有者に限らず、その危険有害性ゆえ
に就業制限をかけた業務や、就業制限は
かけないが、一定の知識技能等の専門性
を持つ者が適任である業務に就けるため、
法が求める一定要件を指し、本法が設け
る免許の免許試験合格者のほか、他の法
律が設ける免許の保有者や、技能講習修
了者、特別教育修了者等が該当し、詳細
は、安衛則第 条、別表第 に定められ
ていること、
現段階で、免許の種類は次の 種類で

あること、
【法第 条（衛生管理者）第 項の免許】

第一種衛生管理者免許
第二種衛生管理者免許
衛生工学衛生管理者免許

【第 条（作業主任者）の免許】
高圧室内作業主任者免許
ガス溶接作業主任者免許
林業架線作業主任者免許

【法第 条（就業制限）第 項の免許】
特級ボイラー技士免許
一級ボイラー技士免許

二級ボイラー技士免許
エックス線作業主任者免許
ガンマ線透過写真撮影作業主任者

免許
特定第一種圧力容器取扱作業主任

者免許
発破技師免許
揚貨装置運転士免許
特別ボイラー溶接士免許
普通ボイラー溶接士免許
ボイラー整備士免許
クレーン・デリック運転士免許
移動式クレーン運転士免許
潜水士免許

免許は、申請主義であり、免許試験の
合格者その他要件を充たす者が、所定の
免許申請書を所轄の都道府県労働局に提
出せねばならない（安衛則第 条の ）
こと、
オ 本条第 項に定められた免許の欠

格事由を、紐付く規則を踏まえて整理す
ると、以下のようになること、
①免許の取消しの日から一年を経過し

ない者。
②満 歳に満たない者（揚貨装置運転

士免許、特級ボイラー技士免許、一級ボ
イラー技士免許、二級ボイラー技士免許、
特別ボイラー溶接士免許、普通ボイラー
溶接士免許、ボイラー整備士免許、クレ
ーン・デリック運転士免許、移動式クレ
ーン運転士免許、ガス溶接作業主任者免
許、林業架線作業主任者免許、発破技士
免許、エックス線作業主任者免許、ガン
マ線透過写真撮影作業主任者免許及び潜
水士免許）（安衛則第 条、ボイラー則
第 条・第 条・第 条、クレーン
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則第 条・第 条、電離則第 条・
第 条の の 、高圧則第 条）。
③満 歳に満たない者（高圧室内作業主
任者免許）（高圧則第 条）。
なお、免許試験の受験資格に年齢制限

はないが、合格しても、所定年齢に達し
ないと免許を申請できないこと、
カ 本条第 項は、法第 条第 項

（就業制限）に基づく免許（現段階で以
下の 種類）につき、心身の障害による
欠格を省令で定める旨を規定しているこ
と、
①発破技士免許
②揚貨装置運転士免許
③特級ボイラー技士免許
④一級ボイラー技士免許
⑤二級ボイラー技士免許
⑥特別ボイラー溶接士免許
⑦普通ボイラー溶接士免許
⑧ボイラー整備士免許
⑨クレーン・デリック運転士免許
⑩移動式クレーン運転士免許
⑪潜水士免許
⑫ガス溶接士作業主任者免許
すなわち、エックス線作業主任者免許、

ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許、
特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許
は除外されていること、
元は、衛生管理者や作業主任者免許に

も、障害者にかかる欠格事由が定められ
ていたが、 年（平成 年）の法改
正で廃止され、法第 条第 項に基づく
免許についても、厚生労働省令で規定し
た者に限ることとした経過があること、
本項に基づく欠格の判断に際しては、

障害を補う手段、治療による軽減可能性

等が考慮されること、免許の不付与のみ
ではなく、条件付免許も付与され得るこ
と、
キ 法第 条は、免許証の交付後の期

間の経過による技能低下の恐れ、新技
術・新工法の採用等による知識更新の必
要性等を踏まえ、免許に有効期間を設け
得ること等を定めており、厚生労働省令
は、これを受け、ボイラー溶接士（特
別・普通）について、有効期間を 年と
している（ボイラー則第 条第 項）
が、他の免許には有効期間が付されてい
ないこと、ボイラー溶接士の免許更新の
要件は、有効期間の満了前 年間の溶接
実績があること、有効期間中の溶接した
ボイラー等の全てが検査に合格している
こと等とされている（ボイラー則第
条第 項）こと、
ク 法第 条は、第 項で、免許の必

要的取消事由として、第 条第 項第
号が定める 歳以上の年齢制限にかかわ
らず年齢を偽って免許を取得した場合を
規定しており、第 項で、任意的取消な
いし効力停止の事由として、 つの事項
（一、故意・重過失による免許にかかる
重大事故、二、免許にかかる安衛法令違
背、三、就業制限免許の場合の心身の故
障等による免許の取消し、四、免許に付
された条件違背、五、免許試験における
不正等、六、免許証の譲渡・貸与、七、
本人からの免許取消申請）を挙げており、
第 項で、第 項第 号所定の事由（就
業制限免許の場合の心身の故障等）によ
り免許を取り消された者は、その後非該
当となれば再免許の付与が可能なことを
定めていること、
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第 条の は、第 72 条（免許）、第

73 条（免許の有効期間・更新）、第 74
条（免許の取消し）に定めるもののほか、

免許に関する所要の事項（交付（安衛則

第 66 条の 2）、申請手続（安衛則第 67
条）、再交付又は書替え（安衛則第 67
条）、取り消し申請手続き（安衛則第 67
条の 2）など）は、厚生労働省令（労働

安全衛生規則：第 62 条～第 72 条）が規

定する旨定めていること、 
ケ 法第 75条は、免許試験について定

めており、第 1 項で、実施者は都道府県

労働局長であり、省令（安衛則第 69 条）

で定める区分ごとに実施すること、第 2
項で、実施方法は、学科及び／又は実技

によること、第 3 項で、登録教習機関で

の教習修了者等につき、試験の全部又は

一部を免除できること、第 4 項で、前項

の教習は、別表第 17 に掲げる区分ごとに

実施すること、第 5 項で、受験資格、試

験科目、受験手続、教習の受講手続等の

必要事項の定めは省令に委任する旨等を

定めていること、

すなわち、同条は、免許試験の実施に
関する定めであり、第 項の省令で定め
る区分とは、安衛則第 条所定の、①第
一種衛生管理者、②第二種衛生管理者、
③高圧室内作業主任者、④ガス溶接作業
主任者、⑤林業架設作業主任者、⑥特級
ボイラー技士、⑦一級ボイラー技士等の

種の免許であり（衛生工学衛生管理者
と特定第一種圧力容器取扱作業主任者の
場合、免許試験は行われず、一定の資格
（前者の場合、工学や理学の学位、衛生
管理者試験や労働衛生コンサルタント試
験の合格等）を持つ者が講習を受けるこ

とで免許を取得できる）、実施者は都道府
県労働局長だが、実際には第 条の
（指定試験機関の指定）に基づき、公益
財団法人安全衛生技術試験協会が指定を
受けて実施に当たっていること、第 項
の省令で定める区分とは、安衛則第 条
が定める別表第 所定のクレーン運転実
技、移動式クレーン運転実技、揚貨装置
運転実技、デリック運転実技の各教習を
指すこと、第 項の委任先の省令は、安
衛則、ボイラー則、クレーン則、高圧則、
電離則であること、
コ 法第 条の は、希望機関の申請

により、厚生労働大臣が、免許試験の実
施事務（試験事務）の全部又は一部を当
該機関に委託できる（ただし、全国で
つに限る）旨を定めており、本条から第

条の までは、実質的に公益財団法
人安全衛生技術試験協会のためにあると
も言えること、安衛法制定後の 年
（昭和 年） 月 日、労働省は、安衛
法に基づく試験実施機関として（公財）
安全衛生技術試験協会の設立を許可し、

年（昭和 年）の法改正で、第
条の から第 条の に指定試験機関
制度を設け、安全衛生技術試験協会を指
定することにより、従前は都道府県労働
局の行っていた試験事務を指定試験機関
に実施させる体制を整えたこと、同協会
は、作業環境測定法の施行後、同測定士
試験につき、当時としては珍しく、外部
委託が図られ設立された作業環境測定士
試験協会が前身であること、本協会への
指定前は、免許試験の種類の多さ、業務
の膨大さから、試験の実施回数の制限等、
受検者の不便が生じていたこと、本協会
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第 条の は、第 72 条（免許）、第

73 条（免許の有効期間・更新）、第 74
条（免許の取消し）に定めるもののほか、

免許に関する所要の事項（交付（安衛則

第 66 条の 2）、申請手続（安衛則第 67
条）、再交付又は書替え（安衛則第 67
条）、取り消し申請手続き（安衛則第 67
条の 2）など）は、厚生労働省令（労働

安全衛生規則：第 62 条～第 72 条）が規

定する旨定めていること、 
ケ 法第 75条は、免許試験について定

めており、第 1 項で、実施者は都道府県

労働局長であり、省令（安衛則第 69 条）

で定める区分ごとに実施すること、第 2
項で、実施方法は、学科及び／又は実技

によること、第 3 項で、登録教習機関で

の教習修了者等につき、試験の全部又は

一部を免除できること、第 4 項で、前項

の教習は、別表第 17 に掲げる区分ごとに

実施すること、第 5 項で、受験資格、試

験科目、受験手続、教習の受講手続等の

必要事項の定めは省令に委任する旨等を

定めていること、

すなわち、同条は、免許試験の実施に
関する定めであり、第 項の省令で定め
る区分とは、安衛則第 条所定の、①第
一種衛生管理者、②第二種衛生管理者、
③高圧室内作業主任者、④ガス溶接作業
主任者、⑤林業架設作業主任者、⑥特級
ボイラー技士、⑦一級ボイラー技士等の

種の免許であり（衛生工学衛生管理者
と特定第一種圧力容器取扱作業主任者の
場合、免許試験は行われず、一定の資格
（前者の場合、工学や理学の学位、衛生
管理者試験や労働衛生コンサルタント試
験の合格等）を持つ者が講習を受けるこ

とで免許を取得できる）、実施者は都道府
県労働局長だが、実際には第 条の
（指定試験機関の指定）に基づき、公益
財団法人安全衛生技術試験協会が指定を
受けて実施に当たっていること、第 項
の省令で定める区分とは、安衛則第 条
が定める別表第 所定のクレーン運転実
技、移動式クレーン運転実技、揚貨装置
運転実技、デリック運転実技の各教習を
指すこと、第 項の委任先の省令は、安
衛則、ボイラー則、クレーン則、高圧則、
電離則であること、
コ 法第 条の は、希望機関の申請

により、厚生労働大臣が、免許試験の実
施事務（試験事務）の全部又は一部を当
該機関に委託できる（ただし、全国で
つに限る）旨を定めており、本条から第

条の までは、実質的に公益財団法
人安全衛生技術試験協会のためにあると
も言えること、安衛法制定後の 年
（昭和 年） 月 日、労働省は、安衛
法に基づく試験実施機関として（公財）
安全衛生技術試験協会の設立を許可し、

年（昭和 年）の法改正で、第
条の から第 条の に指定試験機関
制度を設け、安全衛生技術試験協会を指
定することにより、従前は都道府県労働
局の行っていた試験事務を指定試験機関
に実施させる体制を整えたこと、同協会
は、作業環境測定法の施行後、同測定士
試験につき、当時としては珍しく、外部
委託が図られ設立された作業環境測定士
試験協会が前身であること、本協会への
指定前は、免許試験の種類の多さ、業務
の膨大さから、試験の実施回数の制限等、
受検者の不便が生じていたこと、本協会
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は、近畿安全衛生技術センターを皮切り
に、全国に 箇所の試験センターを設置
して現在に至っていること、当初から作
業環境測定士試験の指定を受けていたほ
か、平成 年に労働安全・衛生コンサル
タント試験の指定も受けていること、受
験者数が最も多いのは衛生管理者試験で
あり、安衛法関係免許試験の全受験者数

万人強のうち半数強を占めること、試
験事務の詳細（試験の日時及び試験場の
公示、申請書の受理、問題作成、実施、
合否の決定、合否の通知等）や指定の申
請にかかる詳細は、厚生労働大臣が策定
する登録省令第 章の に定められてい
ること、登録省令では、指定試験機関が
休廃止する場合、所要の事項を記した申
請書を提出して許可を受け、都道府県労
働局長に所定の事務や書類等を引き継が
ねばならない旨定められていること、
サ 法第 条の ～ は、指定基準、

役員、免許試験員の３点で、指定試験機
関の適格性（高度な公正・中立性、斉一
性、運営の安定性等）確保を図る規定で
あり、
このうち第 条の は、指定基準（試

験事務の実施能力の判定基準）として、
第 項で、職員（ヒト）、設備（モノ）、

事務の実施方法（運営ノウハウ）に関す
る計画が適正・確実であること（第 号）、
経理・技術面の基礎の整備（第 号）を
定め、
第 項で、一般社団法人／一般財団法

人であること（第 号）、試験事務以外の
業務で試験事務を公正に行えないおそれ
がないこと（第 号）、申請者やその役員
が、安衛法令違反で一定の刑事処分を受

けていないか、刑期終了か執行猶予時点
から 年以上経過したこと（第 号、第
号）、第 条の 所定の事情（本法違

反関係、役員／免許試験員による本法違
反や試験事務規程違反等の不正行為関係、
大臣による試験事務規程の変更命令その
他監督上の命令違背、免許試験員の選任、
選任に際しての省令要件の遵守、大臣へ
の届出、事業計画・予算にかかる大臣の
認可の獲得等の違背、許可・免許等にか
かる設定条件違背）で指定を取り消され
ていないか、取り消されてから 年以上
経過したこと（第 号）、役員に、第
条の 第 項所定の試験事務規程違反等
の不正行為による解任命令により解任さ
れた者がいないか、解任から 年以上経
過したこと（第 号）、を定めていること、
第 条の は、指定試験機関の役員の

選任・解任は大臣の認可が効力発生要件
であること、試験事務規程違反等の不正
行為に際して大臣による解任命令が可能
なこと、を定めていること、大臣の認可
を受ける際には、①該当者の氏名及び略
歴、②選任／解任の理由を記載した申請
書を大臣に提出せねばならないこと（登
録省令第 条の ）、
第 条の は、免許付与の判定を免許

試験員に行わせるべきこと、免許試験員
の選任は、省令所定要件（登録省令第
条の 及び別表）に基づくべきこと、免
許試験員を選任・変更した際は大臣に
「届け出る」べきこと、試験事務規程違
反等の不正行為に際して大臣による解任
命令が可能なこと、を定めていること、
これらの条規の具体化は、登録省令第
条の から で図られていること、

－ 153 －



総括研究報告書（三柴 丈典）

シ 法第 条の は、試験事務規程に
ついて定めており、第 項で、指定試験
機関は、その制定又は変更につき、大臣
の認可（許可とは異なり、それを受けな
い行為も違法ではないが、それにより法
的効力が生じるもの）を得なければなら
ないこと、第 項で、試験事務規程の絶
対的必要記載事項に関する定めを省令に
委任すること、第 項で、試験事務規程
が不適当となった場合の変更命令につい
て定めていること、
第 項所定の絶対的必要記載事項は、

①試験の実施方法、②手数料の収納方法、
③合格通知、④秘密保持、⑤帳簿及び書
類の保管、⑥その他、の 項目であるこ
と（登録省令第 条の ）、
本条については、登録省令第 条の
から 等が詳細を定めていること、
ス 法第 条の は、指定試験機関に、

事業年度ごとに事業計画及び収支予算に
つき大臣の認可を得るべきこと、事業年
度経過から 月以内に事業報告書及び収
支決算書を大臣に提出すべきことを定め
ていること、
安衛則、登録省令に提出書類に関する

定めはないが、安全衛生技術試験協会が
公益財団法人であるため、公益社団法人
および公益財団法人の認定等に関する法
律（認定法）が適用されること、もとよ
り、法第 条の 第 項第 号は、一般
社団法人または一般財団法人であること
を指定試験機関の要件としているため、
一般社団法人および一般財団法人に関す
る法律（法人法）も適用されること、後
者により、貸借対照表等の計算書類のほ
か、事業年度経過後 ヶ月以内に、財産

目録、役員名簿、役員等の報酬等の支給
基準等の書類の作成と 年間の事務所備
え付け等が求められていること（認定法
第 条第 項）、
セ 法第 条の は、第 項で、指定

試験機関の役職員等（元役職員を含む）
の守秘義務を定め、第 項で、試験の公
正を図るため、彼らを刑法上公務員と同
様に扱うことを定めており、守秘義務違
反があった場合、罰則は、安衛法第
条と国家公務員法第 条の法条競合の
関係に立つと解されること、本条は、安
全・衛生コンサルタントの指定試験機関
にも準用されていること（法第 条の 、
第 条の ）、
ソ 法第 条の ～ は、 条の

以後の条文と同様に、広義には、厚生労
働大臣の監督下で、指定試験機関の業務
の公正と安定を図ろうとする規定であり、
同大臣による指定試験機関への命令と、
許可のない試験事務の休廃止の禁止、指
定要件等が不適正となった場合の指定取
り消し、取り消した場合の都道府県労働
局長による運営の引継ぎ等を定めている
こと、
このうち第 条の は、厚生労働大臣

による試験事務に関する監督上の命令権
限を定め、
第 条の は、大臣の許可を得ない

休廃止を禁じ、
第 条の は、第 項で、指定試験

機関が本法関係規定の違反で刑罰を受け
た場合の必要的指定取り消しを定め、第
項で、本法関係規定や試験事務規程違

反等の不正行為による役員や免許試験員
の解任命令から２年を経過しない場合
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シ 法第 条の は、試験事務規程に
ついて定めており、第 項で、指定試験
機関は、その制定又は変更につき、大臣
の認可（許可とは異なり、それを受けな
い行為も違法ではないが、それにより法
的効力が生じるもの）を得なければなら
ないこと、第 項で、試験事務規程の絶
対的必要記載事項に関する定めを省令に
委任すること、第 項で、試験事務規程
が不適当となった場合の変更命令につい
て定めていること、
第 項所定の絶対的必要記載事項は、

①試験の実施方法、②手数料の収納方法、
③合格通知、④秘密保持、⑤帳簿及び書
類の保管、⑥その他、の 項目であるこ
と（登録省令第 条の ）、
本条については、登録省令第 条の
から 等が詳細を定めていること、
ス 法第 条の は、指定試験機関に、

事業年度ごとに事業計画及び収支予算に
つき大臣の認可を得るべきこと、事業年
度経過から 月以内に事業報告書及び収
支決算書を大臣に提出すべきことを定め
ていること、
安衛則、登録省令に提出書類に関する

定めはないが、安全衛生技術試験協会が
公益財団法人であるため、公益社団法人
および公益財団法人の認定等に関する法
律（認定法）が適用されること、もとよ
り、法第 条の 第 項第 号は、一般
社団法人または一般財団法人であること
を指定試験機関の要件としているため、
一般社団法人および一般財団法人に関す
る法律（法人法）も適用されること、後
者により、貸借対照表等の計算書類のほ
か、事業年度経過後 ヶ月以内に、財産

目録、役員名簿、役員等の報酬等の支給
基準等の書類の作成と 年間の事務所備
え付け等が求められていること（認定法
第 条第 項）、
セ 法第 条の は、第 項で、指定

試験機関の役職員等（元役職員を含む）
の守秘義務を定め、第 項で、試験の公
正を図るため、彼らを刑法上公務員と同
様に扱うことを定めており、守秘義務違
反があった場合、罰則は、安衛法第
条と国家公務員法第 条の法条競合の
関係に立つと解されること、本条は、安
全・衛生コンサルタントの指定試験機関
にも準用されていること（法第 条の 、
第 条の ）、
ソ 法第 条の ～ は、 条の

以後の条文と同様に、広義には、厚生労
働大臣の監督下で、指定試験機関の業務
の公正と安定を図ろうとする規定であり、
同大臣による指定試験機関への命令と、
許可のない試験事務の休廃止の禁止、指
定要件等が不適正となった場合の指定取
り消し、取り消した場合の都道府県労働
局長による運営の引継ぎ等を定めている
こと、
このうち第 条の は、厚生労働大臣

による試験事務に関する監督上の命令権
限を定め、
第 条の は、大臣の許可を得ない

休廃止を禁じ、
第 条の は、第 項で、指定試験

機関が本法関係規定の違反で刑罰を受け
た場合の必要的指定取り消しを定め、第
項で、本法関係規定や試験事務規程違

反等の不正行為による役員や免許試験員
の解任命令から２年を経過しない場合
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（第１号）、本法関係規定や試験事務規程
違反等の不正行為による役員や免許試験
員の解任命令、不適当となった場合の試
験事務規程の変更命令、大臣による試験
事務にかかる監督上の命令に違反した場
合（第２号）、免許試験員の選任、選任の
際の省令要件の遵守、選任・変更時の大
臣への届出、事業計画・収支予算の認可
等、試験事務の休廃止に際しての許可に
違反した場合（第３号）、認可を受けた試
験事務規程によらず試験事務を行った場
合（第４号）、許可・免許等に付された条
件に違反した場合（第５号）の取消、停
止の命令権限を定め、
第 条の は、第 項で、指定試験

機関が、大臣の許可で試験事務を休止し
たとき、大臣により停止を命じられたと
き、天災等で実施困難となったときは、
都道府県労働局長が自ら行うこと、第
項で、第 項の場合のほか、大臣の許可
により試験事務を廃止する場合、大臣に
より指定を取り消された場合の試験事務
の引継ぎ等の定めの省令への委任を定め
ていること、
タ 法第 条の は、都道府県労働局

長に命令の前提となる監督権限も付与し
ていること、第 条の により、指定
試験機関が休廃止の許可を申請する場合、
休廃止する範囲、年月日、期間、理由を
記載した申請書を大臣に提出せねばなら
ないこと（登録省令第 条の ）、役職
員が本条に反し、無許可で試験事務の全
部を廃止した場合には罰則が適用され得
ること（法第 条第 号）、
法第 条の 第 項所定の業務停止

命令（裁量による指定取消／業務停止命

令）違反には、罰則が適用され得ること
（法第 条）、
法第 条の により、都道府県労働

局長が試験事務を引き継ぐ場合、指定試
験機関は、試験事務並びにその帳簿及び
書類、その他労働局長が必要と認める事
項を引き継がねばならないこと（登録省
令第 条の ）、
チ 法第 条は、作業主任者及び就業

制限業務にかかる技能講習の実施方法
（学科講習・実技講習）、修了証の交付、
詳細の定めの省令への委任について定め
ていること、現段階では、安衛則・ボイ
ラー則・クレーン則・有機則・鉛則・四
アルキル鉛則・特化則・酸欠則・石綿則
と各規則に基づく技能講習規程に詳細が
定められていること、
作業主任者及び就業制限業務にかかる

技能講習は、法別表第 18 に掲げる 37 種

の区分ごとに、学科講習・実技講習によ

り行われていること、 
このうち就業制限業務は、法第 61 条の

委任を受けて施行令第 20 条が 16 業務を

定め、安衛則第 41条関係の別表第 3が、

就業可能な資格を列挙していること、多

くは免許者と技能講習修了者が占め、作

業主任者関係では、ガス溶接作業主任者

免許を受けた者に限られていること、就

業制限は、比較的高いリスクレベルの業

務にかけられており、特別教育（法第 59
条第 3 項）の修了者の就業は認められて

いないこと、 
他方、作業主任者については、法第 14

条の委任を受けて施行令第 6 条が選任す

べき 31 業務を列挙していること、このう

ち、①高圧室内作業（高圧室内作業主任
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者免許）、②アセチレン溶接装置又はガ

ス集合溶接装置を用いて行なう金属の溶

接、溶断又は加熱の作業（ガス溶接作業

主任者免許）、③機械集材装置若しくは

運材索道の組立て、解体等の作業（林業

架線作業主任者免許）、④電熱面積が大

きいボイラーの取扱作業等（特級・1
級・2 級ボイラー技士免許）、⑤放射線

業務に係る作業（エックス線作業主任者

免許）、⑥ガンマ線照射装置を用いて行

う透過写真撮影作業（ガンマ線透過写真

撮影作業主任者免許）、の 6 業務には免

許が求められ、その他は技能講習で足り

る（：作業主任者資格を得られる）とさ

れていること、すなわち、作業主任者に

なるには、免許の取得か技能講習の修了

のいずれかが求められること、 
内容の類似する免許や技能講習を既に

修得している場合に講習の一部が免除さ

れることがあり、所要日数は 1～4日程度

とさまざまであること、誰でも受講でき

るものと、一定の資格を要するものとが

あり、また、地域の人口や業務需要の多

寡により講習の実施頻度は異なること39、 
以前は安衛則別表第 6 で規定するもの

と個別の規則等で直接規定するものに分

かれていたが、公益法人に係る改革を推

進するための厚生労働省関係法律の整備

に関する法律（平成 15年法律第 102号）

により、名称は、労働安全衛生法別表第

18、講師の資格は同別表第20で定められ

（ 技能講習
による資格一覧：最終閲覧日 年
月 日）。

ることとなったこと、講習科目と受講資

格については、なお従前の規則条項が定

めているが、講師の資格に関する別表第

20 に講習科目のほぼ全部が掲出されてい

ること40、 
技能講習は、厚生労働省令で定める区

分に基づき登録教習機関が行うものであ

り、登録教習機関は、技能講習修了者に

対し、技能講習修了証を交付しなければ

ならないこと、修了証の交付を受けた者

が修了証を滅失し、又は損傷したときは、

修了証の交付を受けた登録教習機関から

修了証の再交付を受けることができるこ

と、修了証、修了証明書ともに法第 条

第 項が当該業務従事時の携帯を求める

「資格を証する書面」に該当すること、

ツ 法第 条は、第 項で、作業主任

者、就業制限業務に係る技能講習や免許

試験の免除をもたらす教習を行おうとす

る者の登録は、厚生労働省令で定める区

分ごとに、その申請によるべきこと、第

項で、都道府県労働局長は、所定の要

件（所定の設備・施設の使用、所定条件

に適合する講師、所定条件に適合する業

務管理者（一定期間以上の当該業務の管

理監督経験者）、教習の場合、修了者の

免許試験合格割合が ％以上であること）

を充たした登録申請者は、登録しなけれ

ばならないこと、第 項で、製造時等検

査機関登録制度の準用（同登録の欠格事

由（本法違反による処罰、登録取り消し

（ 技能講習
による資格一覧：最終閲覧日 年
月 日）。
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者免許）、②アセチレン溶接装置又はガ

ス集合溶接装置を用いて行なう金属の溶

接、溶断又は加熱の作業（ガス溶接作業

主任者免許）、③機械集材装置若しくは

運材索道の組立て、解体等の作業（林業

架線作業主任者免許）、④電熱面積が大

きいボイラーの取扱作業等（特級・1
級・2 級ボイラー技士免許）、⑤放射線

業務に係る作業（エックス線作業主任者

免許）、⑥ガンマ線照射装置を用いて行

う透過写真撮影作業（ガンマ線透過写真

撮影作業主任者免許）、の 6 業務には免

許が求められ、その他は技能講習で足り

る（：作業主任者資格を得られる）とさ

れていること、すなわち、作業主任者に

なるには、免許の取得か技能講習の修了

のいずれかが求められること、 
内容の類似する免許や技能講習を既に

修得している場合に講習の一部が免除さ

れることがあり、所要日数は 1～4日程度

とさまざまであること、誰でも受講でき

るものと、一定の資格を要するものとが

あり、また、地域の人口や業務需要の多

寡により講習の実施頻度は異なること39、 
以前は安衛則別表第 6 で規定するもの

と個別の規則等で直接規定するものに分

かれていたが、公益法人に係る改革を推

進するための厚生労働省関係法律の整備

に関する法律（平成 15年法律第 102号）

により、名称は、労働安全衛生法別表第

18、講師の資格は同別表第20で定められ

（ 技能講習
による資格一覧：最終閲覧日 年
月 日）。

ることとなったこと、講習科目と受講資

格については、なお従前の規則条項が定

めているが、講師の資格に関する別表第

20 に講習科目のほぼ全部が掲出されてい

ること40、 
技能講習は、厚生労働省令で定める区

分に基づき登録教習機関が行うものであ

り、登録教習機関は、技能講習修了者に

対し、技能講習修了証を交付しなければ

ならないこと、修了証の交付を受けた者

が修了証を滅失し、又は損傷したときは、

修了証の交付を受けた登録教習機関から

修了証の再交付を受けることができるこ

と、修了証、修了証明書ともに法第 条

第 項が当該業務従事時の携帯を求める

「資格を証する書面」に該当すること、

ツ 法第 条は、第 項で、作業主任

者、就業制限業務に係る技能講習や免許

試験の免除をもたらす教習を行おうとす

る者の登録は、厚生労働省令で定める区

分ごとに、その申請によるべきこと、第

項で、都道府県労働局長は、所定の要

件（所定の設備・施設の使用、所定条件

に適合する講師、所定条件に適合する業

務管理者（一定期間以上の当該業務の管

理監督経験者）、教習の場合、修了者の

免許試験合格割合が ％以上であること）

を充たした登録申請者は、登録しなけれ

ばならないこと、第 項で、製造時等検

査機関登録制度の準用（同登録の欠格事

由（本法違反による処罰、登録取り消し

（ 技能講習
による資格一覧：最終閲覧日 年
月 日）。
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を受けた者等）、同登録簿の必要記載事

項、登録事項変更時の大臣への届出義務、

検査業務規程の作成・届出義務、業務規

程の必要的記載事項、休廃止時の大臣へ

の届出義務、事業報告書・財務諸表等の

作成・保管義務、検査を受けようとする

者からの財務諸表等の閲覧請求等への対

応義務、事業報告書・損益計算書等の大

臣への届出義務、登録要件に不適合とな

った登録製造時等検査機関への大臣によ

る適合命令、検査の速やかで公正な実施

等を求める規定違反者への改善命令、所

定事由該当者の登録取り消し・業務停止

命令、諸事情で検査機関による検査業務

が困難な場合の都道府県労働局長自身に

よる検査業務）、第 項で、登録の更新

（ － 年内で政令所定期間）、第 項

で、登録更新にかかる登録製造時等検査

機関に関する規定（登録の欠格事由、登

録時の登録簿への必要的記載事項等）の

準用、第 項で、正当事由がある場合を

除く、事業年度ごとの事業計画の作成と

それに基づく実施、第 項で、実施の詳

細を定めた省令の遵守義務、について定

めていること、

テ 第 項にいう「厚生労働省令で定
める区分」は、登録省令第 条を指し、
ここに、作業主任者、就業制限、免許試
験の免除をもたらす教習に係る 種の技
能講習及び教習が列挙されていること、
関係通達等に拠れば、第 項にいう登

録申請者には法人と個人の双方が含まれ、
法人から申請権限が委任され、なおかつ
業務の実施権限も委任されている場合、
法人の支部・支店等も該当し得ること、
第 号の所定の設備・施設の使用という

要件は、当該設備等を占有していればよ
く、賃貸による使用でも構わないこと、
第 号の所定条件に適合する講師等は、
所要の契約（雇用契約以外でも構わない）
により確保されている必要があること、
第 号の実施管理者に管理の経験が求め
られる業務については、関係通達に講習
／教習の実施計画の策定、修了試験の作
成、合否判定、修了者の決定、関係帳簿
の作成等の 項目の例が挙げられ、実施
管理者は、自ら直接それらを管理する必
要がある旨も示されていること、第 号
の「教習に相当するもの」は、揚貨装置、
クレーン、移動式クレーン及びデリック
の運転に関する実技教習の規程に則した
ものでなければならず、試験の受験者は
人以上いなければならないこと、
第 項では、登録教習機関に、登録製

造時等検査機関に関する規定（第 条第
項・第 項、第 条の 、第 条、第
条、第 条第 項・第 項・第 項、

第 条、第 条の 、第 条第 項
（第 号を除く）、第 条の ）が準用
されているが、これは、登録教習機関に
は、登録製造時等検査機関と同様に十分
な社会的信頼性が求められるためである
こと、このうち準用された法第 条に基
づき財務諸表等の閲覧の請求が認められ
る利害関係人には、受講希望者の所属す
る事業者等が含まれること、
第 項所定の政令で定める更新期間は、

施行令第 条の で 年とされているこ
と、
第 項は、実施計画を作成できない

「正当な理由がある場合」があり得るこ
とを定めており、関係通達によれば、こ
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れには、本条第 項で準用する法第 条
に基づき大臣に事業休止を届け出た場合、
受講見込み者数が著しく少ない場合等が
該当すること、
ト 法改正について言えば、
先ず、免許更新制度の導入の是非が問

題となること、この点については、昭和
年（ 年）の安衛法改正の際に検討

されたが、現段階までその前提が整って
いるとは言えないこと、その代わりに、
法第 条の により能力向上教育制度が
定められ、安全管理者、衛生管理者、安
全衛生推進者、衛生推進者、作業主任者、
元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理
者、その他の安全衛生業務従事者が対象
とされたが、努力義務規定のため、登録
教習機関における需要が殆どないため、
定期的な能力向上教育の義務化が望まれ
ること、ただし、ボイラー技士等、個人
技術・技能を問う資格は対象外とすべき
と解されること、
また、現在は、能力向上教育指針によ

り能力向上教育のカリキュラムが示され
ているのが、免許関係では、衛生管理者
のほか、作業主任者ではガス溶接作業主
任者、林業架線作業主任者に限られてい
るので、高圧室内、エックス線、ガンマ
線透過写真撮影、特定第一種圧力容器取
扱等の作業主任者にも拡大すべきこと、
技能講習関係でも、カリキュラムが示さ
れているのが、法別表第 に掲げる
種のうち 種に限られるので、全てに拡
大すべきこと、
次に、免許と技能講習に関する基本的

事項の定めが分散しているので整理すべ
きこと、すなわち、免許と技能講習の種

類に関する定めが、法や規則の別表、免
許試験の受験資格、試験科目等、技能講
習の受講資格、講習内容の定めが、安衛
則の別表や各規則に分散していて分かり
にくいので、免許と技能講習の種類は全
て施行令、免許試験の受験資格等は安衛
則別表第 、技能講習の受講資格等は同
別表第 にまとめて規定できないか検討
すべきこと、
等が示されている。

18 南報告（第 9 章第 78 条～第 87
条）

（加筆は完了、加筆部分の要約は未了）
南報告は、法第 章に属する第 条か

ら第 条について解説している。この章
は、企業単位で複数の重大労働災害を生
じた事業者を対象とする特別安全衛生改
善計画制度と、同制度の対象には当たら
ないが、その適用によらなければ労災防
止を果たし得ない事業場を対象とする安
全衛生改善計画制度、事業場の安全衛生
の診断や改善指導等を業とし、所定の受
検資格を充たす者が試験により認定され
る国家資格である労働安全・衛生コンサ
ルタントについて定めている。同報告で
は、
ア 本章が定める諸制度は、行政の関

与により事業場による自主的な安全衛生
確保を支援するための人・組織の意識・
知識への働きかけという性格が強いこと、
イ 特別安全衛生改善計画制度は、事

業場単位ではそうでなくても、企業単位
では複数の重大災害を繰り返した事業者
に企業単位での改善策を講じさせるため
に設けられたもので、企業単位での措置
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れには、本条第 項で準用する法第 条
に基づき大臣に事業休止を届け出た場合、
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該当すること、
ト 法改正について言えば、
先ず、免許更新制度の導入の是非が問

題となること、この点については、昭和
年（ 年）の安衛法改正の際に検討

されたが、現段階までその前提が整って
いるとは言えないこと、その代わりに、
法第 条の により能力向上教育制度が
定められ、安全管理者、衛生管理者、安
全衛生推進者、衛生推進者、作業主任者、
元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理
者、その他の安全衛生業務従事者が対象
とされたが、努力義務規定のため、登録
教習機関における需要が殆どないため、
定期的な能力向上教育の義務化が望まれ
ること、ただし、ボイラー技士等、個人
技術・技能を問う資格は対象外とすべき
と解されること、
また、現在は、能力向上教育指針によ

り能力向上教育のカリキュラムが示され
ているのが、免許関係では、衛生管理者
のほか、作業主任者ではガス溶接作業主
任者、林業架線作業主任者に限られてい
るので、高圧室内、エックス線、ガンマ
線透過写真撮影、特定第一種圧力容器取
扱等の作業主任者にも拡大すべきこと、
技能講習関係でも、カリキュラムが示さ
れているのが、法別表第 に掲げる
種のうち 種に限られるので、全てに拡
大すべきこと、
次に、免許と技能講習に関する基本的

事項の定めが分散しているので整理すべ
きこと、すなわち、免許と技能講習の種

類に関する定めが、法や規則の別表、免
許試験の受験資格、試験科目等、技能講
習の受講資格、講習内容の定めが、安衛
則の別表や各規則に分散していて分かり
にくいので、免許と技能講習の種類は全
て施行令、免許試験の受験資格等は安衛
則別表第 、技能講習の受講資格等は同
別表第 にまとめて規定できないか検討
すべきこと、
等が示されている。

18 南報告（第 9 章第 78 条～第 87
条）

（加筆は完了、加筆部分の要約は未了）
南報告は、法第 章に属する第 条か

ら第 条について解説している。この章
は、企業単位で複数の重大労働災害を生
じた事業者を対象とする特別安全衛生改
善計画制度と、同制度の対象には当たら
ないが、その適用によらなければ労災防
止を果たし得ない事業場を対象とする安
全衛生改善計画制度、事業場の安全衛生
の診断や改善指導等を業とし、所定の受
検資格を充たす者が試験により認定され
る国家資格である労働安全・衛生コンサ
ルタントについて定めている。同報告で
は、
ア 本章が定める諸制度は、行政の関

与により事業場による自主的な安全衛生
確保を支援するための人・組織の意識・
知識への働きかけという性格が強いこと、
イ 特別安全衛生改善計画制度は、事

業場単位ではそうでなくても、企業単位
では複数の重大災害を繰り返した事業者
に企業単位での改善策を講じさせるため
に設けられたもので、企業単位での措置

総括研究報告書（三柴 丈典）

の義務づけは、安衛法制史上初めてだっ
たこと、制度形成前の平成 年からの
年間にも、まさに企業単位で、起因物
（災害をもたらすもととなった機械や設
備等）や型（墜落・転落、転倒など、傷
病を受けるもととなった起因物が関係し
た現象）が一致する災害を繰り返した会
社が少なくとも 社あったこと、
ウ 特別安全衛生改善計画制度の適用

要件となる重大労災については、安衛則
第 条第 項に定めがあり、死亡災害や
労災補償保険法上の障害等級第 級まで
の障害が生じた場合のほか、安衛法上の
死傷病報告を踏まえ、それを「生じるお
それ」がある場合を含み、なおかつ、災
害発生当時に等級判定できないケースで
は、その時点では重大災害には該当しな
いものと扱い、その後確定の際に災害発
生時点に遡って発生日とすること、ただ
し、遅発性疾病の場合、医療による診断
時を発生日とすること等が通達に示され
ていること、
エ 同じく、重大労災の再発防止上必

要と認められる場合との要件については、
安衛則第 条第２項に定めがあり、当初
の重大労災発生から 年以内に他の事業
場で起因物と事故の型が同じ重大労災が
生じたことと、関係法令に違反したこと
等が主な要件とされ、違反が問われる関
係法令に一般労働者の長時間労働規制等
は含まれない（安全衛生関係の規制に限
定されている）が、基本的な要件に厳密
には当てはまらなくても、企業単位での
重大労災の再発防止という制度趣旨に照
らして個別判断される旨も通達で示され
ていること、また、その対象とならない

場合も、安全衛生改善計画制度の適用対
象にはなり得ること、
オ 特別安全衛生改善計画及び安全衛

生改善計画の作成に際して求められる労
働者の代表からの意見聴取は、当該企業
の全事業場ではなく、計画の対象とする
事業場のみで行われれば良いと解されて
いること、ここでいう計画の対象とする
事業場（安衛則第 条第 項第 号）
は、重大な労災が発生した事業場と同様
の作業が存在するなど、同様の労災が発
生する可能性がある全ての事業場とされ
ていること、
カ 第 条は、第 項で、労使双方に

特別安全衛生改善計画の遵守義務を課し
ており、事業者がそれに反した場合、第
項、第 項が定める計画の作成、変更

の指示に反した場合と同じく、必要な措
置につき厚生労働大臣が勧告することが
でき（第 項）、それでもなお当該事業者
がその勧告に従わない場合、その旨を公
表できる（第 項）ことになっているが、
勧告や公表の要件は、事業者による違反
とされており、労働者のみに不遵守があ
る場合の適用は困難と解されること、
キ 企業名等の公表制度の趣旨は、特

別安全衛生改善計画制度の実効性の確保
（すなわち、企業単位での重大労災の再
発防止）にあること、
ク 安全衛生改善計画制度は、旧労基

法時代に、戦後の産業復興に事業場での
安全衛生対策が追いつかずに労災が多発
していた実態を踏まえて当時の労働省労
働基準局が策定した安全管理特別指導制
度と衛生管理特別指導制度を前身として、
現行安衛法制度の際に法定されたもので、
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その本来の趣旨は、事業者を悪者扱いす
ることではなく、事業場ごとの自主的な
労災再発防止措置の積極的な履行確保に
あり、講じられるべき防止措置も、当該
事業場の（部門ごとの）性質、安全衛生
状態に応じた（≓背景依存性の強い）「総
合的な改善措置」となること、具体的に
は、機械設備の配置や作業工程に関する
改善、機械設備の改修、代替等の安全化、
騒音、振動、暑熱環境等の有害性の除去、
局所排気装置や換気装置の設置等の有害
物対策、保護具の整備、作業標準の整備、
教育訓練、安全・衛生管理者の選任、職
務内容や権限の見直し等々、 ステッ
プ・アプローチの全て、物的措置、人
的・組織的措置の双方にわたる幅広い措
置が該当し得ること、よって、その適用
に際して、必ずしも法違反は要件となら
ないこと、ただし、本制度の設定の際、
対策を事業者の自主性に委ねすぎるとの
批判もなされていたこと、
ケ 安全衛生改善計画については、石

綿製品の製造作業に従事していた複数の
労働者がじん肺に罹患したことにつき、
使用者の安全配慮にかかる損害賠償責任
のほか、国の安全基準設定やその履行確
保などの規制・監督権限不行使による国
家賠償責任が争われたケースで、国は、
そもそも原告労働者らが主張するような
規制・監督義務は負っていないし、例外
的に行政裁量が収縮して権限不行使の責
任が認められる場合があるとしても、本
件で管轄の県労働基準局長は、当該事業
場を衛生管理特別指導対象に指定し、改
善計画の作成を指示して報告書の提出を
受けるなどの措置を講じていた以上、そ

の責任を負わないとした裁判例（長野地
判昭和 年 月 日判タ 号 頁）
があり、本制度の適用が、国の適正な監
督権限の行使の裏付けとなることが窺わ
れるが、本計画の不遵守にかかる労使の
民事責任等について述べた裁判例は見当
たらないこと、
コ 安全・衛生コンサルタント制度は、

そもそも、安全衛生は、事業者の自主的
取り組みで行われるべきものだが、安全
衛生の所掌が拡大し、その実現に高度な
専門性を要する条件下、企業内で安全・
衛生の専門家を設置する余裕がない中小
企業等に実効的な指導を行わせることを
主目的として設けられたもので、法第
条は、まさに専門知識が求められること
が多い特別安全衛生改善計画や安全衛生
改善計画の作成ないし変更の際に彼／彼
女らの活用を誘うべく、事業者に意見を
聴くよう勧奨できる旨を定めていること、
サ もとは安全コンサルタントのみが

法制度化される予定であり、衛生関係で
は、産業医、衛生工学衛生管理者、作業
環境測定士等の資格があるため不要との
意見もあったが、各専門家から得られた
事業場に関する情報を統合して労働衛生
管理を主導すべき存在として、衛生コン
サルタントも法制度化された経緯がある
こと、監督官との関係では、民間での自
主的な安全衛生活動の支援者としての意
味があること、既に民間で安全衛生活動
を行っている専門家がおり、それらを活
用することが有益と考えられたこと、監
督官では賄えないほど生産技術の展開が
著しいこと、等の意義が説明されていた
こと、
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その本来の趣旨は、事業者を悪者扱いす
ることではなく、事業場ごとの自主的な
労災再発防止措置の積極的な履行確保に
あり、講じられるべき防止措置も、当該
事業場の（部門ごとの）性質、安全衛生
状態に応じた（≓背景依存性の強い）「総
合的な改善措置」となること、具体的に
は、機械設備の配置や作業工程に関する
改善、機械設備の改修、代替等の安全化、
騒音、振動、暑熱環境等の有害性の除去、
局所排気装置や換気装置の設置等の有害
物対策、保護具の整備、作業標準の整備、
教育訓練、安全・衛生管理者の選任、職
務内容や権限の見直し等々、 ステッ
プ・アプローチの全て、物的措置、人
的・組織的措置の双方にわたる幅広い措
置が該当し得ること、よって、その適用
に際して、必ずしも法違反は要件となら
ないこと、ただし、本制度の設定の際、
対策を事業者の自主性に委ねすぎるとの
批判もなされていたこと、
ケ 安全衛生改善計画については、石

綿製品の製造作業に従事していた複数の
労働者がじん肺に罹患したことにつき、
使用者の安全配慮にかかる損害賠償責任
のほか、国の安全基準設定やその履行確
保などの規制・監督権限不行使による国
家賠償責任が争われたケースで、国は、
そもそも原告労働者らが主張するような
規制・監督義務は負っていないし、例外
的に行政裁量が収縮して権限不行使の責
任が認められる場合があるとしても、本
件で管轄の県労働基準局長は、当該事業
場を衛生管理特別指導対象に指定し、改
善計画の作成を指示して報告書の提出を
受けるなどの措置を講じていた以上、そ

の責任を負わないとした裁判例（長野地
判昭和 年 月 日判タ 号 頁）
があり、本制度の適用が、国の適正な監
督権限の行使の裏付けとなることが窺わ
れるが、本計画の不遵守にかかる労使の
民事責任等について述べた裁判例は見当
たらないこと、
コ 安全・衛生コンサルタント制度は、

そもそも、安全衛生は、事業者の自主的
取り組みで行われるべきものだが、安全
衛生の所掌が拡大し、その実現に高度な
専門性を要する条件下、企業内で安全・
衛生の専門家を設置する余裕がない中小
企業等に実効的な指導を行わせることを
主目的として設けられたもので、法第
条は、まさに専門知識が求められること
が多い特別安全衛生改善計画や安全衛生
改善計画の作成ないし変更の際に彼／彼
女らの活用を誘うべく、事業者に意見を
聴くよう勧奨できる旨を定めていること、
サ もとは安全コンサルタントのみが

法制度化される予定であり、衛生関係で
は、産業医、衛生工学衛生管理者、作業
環境測定士等の資格があるため不要との
意見もあったが、各専門家から得られた
事業場に関する情報を統合して労働衛生
管理を主導すべき存在として、衛生コン
サルタントも法制度化された経緯がある
こと、監督官との関係では、民間での自
主的な安全衛生活動の支援者としての意
味があること、既に民間で安全衛生活動
を行っている専門家がおり、それらを活
用することが有益と考えられたこと、監
督官では賄えないほど生産技術の展開が
著しいこと、等の意義が説明されていた
こと、
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シ 安全・衛生コンサルタント資格は、
その名称を用いて業として労働安全衛生
にかかる診断や指導を行うものとして設
計され、業務独占でも名称独占でもない
が、ほんらい専属たるべき安全管理者や
衛生管理者について、 人目以外は当該
コンサルタントの選任をもって足りる旨
の規定や、中小規模事業場では安全・衛
生管理者の代わりに選任が義務づけられ
ている安全・衛生推進者については、外
部のコンサルタントの選任をもって代替
し得る旨の規定があるなど、資格取得に
よって、その趣旨に沿った業務を果たし
易いよう、制度的な支援が図られている
こと、
ス 安全・衛生コンサルタントの一般

的な役割には、上述の特別管理指導の一
環として、都道府県労働局長から事業者
への改善計画の作成指示に際して、その
勧奨を受けて行う安全衛生診断のほか、
（一社）日本労働安全衛生コンサルタン
ト会が厚生労働省から受託している安全
衛生診断事業にかかる業務等があること、
安全・衛生コンサルタントの選任自体を
安全配慮義務の内容と述べた裁判例は見
当たらないが、近年は、複雑多様な安全
衛生課題に対応するため、産業医を筆頭
に安全衛生の専門家の選任を使用者の安
全配慮義務の一環と述べる民事裁判例も
増えてきていること、
セ 制度の立案過程で、労働者側の代

表から、過重労働やメンタルヘルス対策
も特別安全衛生改善計画制度の適用対象
とすべきとの意見が示されていたことや、
過重労働が社会問題化している現状も踏
まえ、企業単位で複数の過労死等を生じ

ている場合、同制度の適用対象とする案
も検討に値すること、
ソ 特別安全衛生改善計画制度や安全

衛生改善計画制度の作成に労働者（の代
表）を関与させる制度の趣旨について、
その意見を反映することで同制度の実効
性を高めるものとする見解もあることか
ら、法第 条第 項が定める計画の遵守
義務は、労働者にも課されると解され得
ること、
タ 労働安全・衛生コンサルタントの

試験区分は細分化されており、どの区分
で合格しても全ての業務をその資格を名
乗って遂行できる仕組みについては再検
討の価値があると解されること、
チ 安全・衛生コンサルタントには、

様々な事業場に立ち入って安全衛生診断
や指導を行うことを前提に、第 条で、
登録制度に加えて、信用と秘密の保持が
義務づけられていること、安全衛生コン
サルタント会の倫理綱領では、品位の保
持、構成で誠実な業務遂行などと共に、
能力を超える業務、利益相反行為の禁止
等が定められていること（第 条）、また、
倫理綱領を具体化した行動規範では、知
っている事実を包み隠さず伝えること、
契約締結後に予想を上回る経費が生じて
も合意なく所定の報酬以上を請求しない
こと等が定められていること、第 条第
項が定める秘密保持義務、盗用禁止の

違反には罰則が付されていること、
労基法第 条第 項に基づく監督官の

質問等に対して、秘密保持義務を理由と
した拒否が許されるかについては、弁護
士法第 条に基づく照会に対して税理士
が顧客情報を回答したことが、秘密保持
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義務違反に当たるとする判例（大阪高判
平成 年 月 日判例時報 号
頁）が参考になるが、監督官の質問等へ
の回答拒否は刑事罰を招き得ること、監
督官の質問等も労働安全衛生を目的とす
るものであって、コンサルタント業務の
目的と共通すること等から、拒否は許さ
れないと解されること、
ツ 第 条が、日本労働安全衛生コン

サルタント会について定めており、同会
の目的を会員の指導と連絡に関する事務
とし、具体的には、診断方法の調査研究、
教育・出版等が行われていること、同会
は、一般社団法人とされ、定款でコンサ
ルタントを社員とすべきことも規定され
ているため、一義的には、コンサルタン
ト相互の利益を図る団体と位置づけられ
ていると考えられること、他方で、安衛
法は、厚生労働大臣の監督に服する旨の
規定も置いていること、日本労働安全衛
生コンサルタント会という名称には独占
使用が認められているが、安全・衛生コ
ンサルタントという名称に独占使用は認
められていないこと、とはいえ、国家資
格としての同コンサルタントの称号は、
所要の試験に合格し、厚生労働大臣の指
定登録機関（現在は、安全衛生技術試験
協会）に登録して初めて得られることと
されていること、日本労働安全衛生コン
サルタント会は強制加入ではなく、個々
の安全・衛生コンサルタントは、同会に
所属しなくても同コンサルタントとして
の国家資格を維持できること、
等が示されている。

19 鎌田・田中報告（第 10 章第 88

条～第 100 条）

（適用の実際の要約は未了）
鎌田・田中報告は、法第 章に属する

第 条から第 条について解説してい
る。この章は、危害防止基準（なすべき
こと・なすべきでないことを具体的に定
め、罰則で強制して安全衛生の確保を図
る規定）の設定とその強制という刑事一
般法的な手法ばかりでは、関係者の技術、
知識、意識、財政など様々な限界から法
目的の達成が困難であること、人の生命
身体健康という保護法益の重要性等を背
景に、行政を履行確保のための重要な資
源と見立て、様々な形で関与を図らせよ
うとしている。
同報告では、
ア 戦前の工場法は、既に設置された

設備や建築物等に災害発生リスクがある
場合、改善策や使用停止を命じ得る旨の
規定は設けていたが、それらの新設、操
業開始段階での検査等は各府県の警察命
令である工場取締規則に委ねられていた
ところ、戦後、旧労基法制定に際して、
事業場の設備等、付属寄宿舎について、
一定の基準に沿った新設計画を届け出さ
せ（第 条、第 条）、安全衛生上必要
な場合に着手差し止め、計画変更命令等
の監督措置を講じ得る旨の規定（第 条）
が設けられ、 年に現行安衛法が制定
された際に、第 条にそれらの規定の内
容が概ね引き継がれつつ、特定の機械、
主要構造の変更や移転も適用範囲に含め
る、重層的下請関係下では、発注者（他
者から仕事を請け負っていない最も先次
の注文者（法第 条第 項）。法第 条
の からも明らかなように、自ら仕事の
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義務違反に当たるとする判例（大阪高判
平成 年 月 日判例時報 号
頁）が参考になるが、監督官の質問等へ
の回答拒否は刑事罰を招き得ること、監
督官の質問等も労働安全衛生を目的とす
るものであって、コンサルタント業務の
目的と共通すること等から、拒否は許さ
れないと解されること、
ツ 第 条が、日本労働安全衛生コン

サルタント会について定めており、同会
の目的を会員の指導と連絡に関する事務
とし、具体的には、診断方法の調査研究、
教育・出版等が行われていること、同会
は、一般社団法人とされ、定款でコンサ
ルタントを社員とすべきことも規定され
ているため、一義的には、コンサルタン
ト相互の利益を図る団体と位置づけられ
ていると考えられること、他方で、安衛
法は、厚生労働大臣の監督に服する旨の
規定も置いていること、日本労働安全衛
生コンサルタント会という名称には独占
使用が認められているが、安全・衛生コ
ンサルタントという名称に独占使用は認
められていないこと、とはいえ、国家資
格としての同コンサルタントの称号は、
所要の試験に合格し、厚生労働大臣の指
定登録機関（現在は、安全衛生技術試験
協会）に登録して初めて得られることと
されていること、日本労働安全衛生コン
サルタント会は強制加入ではなく、個々
の安全・衛生コンサルタントは、同会に
所属しなくても同コンサルタントとして
の国家資格を維持できること、
等が示されている。

19 鎌田・田中報告（第 10 章第 88

条～第 100 条）

（適用の実際の要約は未了）
鎌田・田中報告は、法第 章に属する

第 条から第 条について解説してい
る。この章は、危害防止基準（なすべき
こと・なすべきでないことを具体的に定
め、罰則で強制して安全衛生の確保を図
る規定）の設定とその強制という刑事一
般法的な手法ばかりでは、関係者の技術、
知識、意識、財政など様々な限界から法
目的の達成が困難であること、人の生命
身体健康という保護法益の重要性等を背
景に、行政を履行確保のための重要な資
源と見立て、様々な形で関与を図らせよ
うとしている。
同報告では、
ア 戦前の工場法は、既に設置された

設備や建築物等に災害発生リスクがある
場合、改善策や使用停止を命じ得る旨の
規定は設けていたが、それらの新設、操
業開始段階での検査等は各府県の警察命
令である工場取締規則に委ねられていた
ところ、戦後、旧労基法制定に際して、
事業場の設備等、付属寄宿舎について、
一定の基準に沿った新設計画を届け出さ
せ（第 条、第 条）、安全衛生上必要
な場合に着手差し止め、計画変更命令等
の監督措置を講じ得る旨の規定（第 条）
が設けられ、 年に現行安衛法が制定
された際に、第 条にそれらの規定の内
容が概ね引き継がれつつ、特定の機械、
主要構造の変更や移転も適用範囲に含め
る、重層的下請関係下では、発注者（他
者から仕事を請け負っていない最も先次
の注文者（法第 条第 項）。法第 条
の からも明らかなように、自ら仕事の
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一部を行うか否かは問われないが、請負
業者でないこと（いわばお客様）を前提
にしているので、自身で仕事を行わない
ことが多い。自ら仕事を行う場合、元方
事業者に該当し得る）や元方事業者のみ
を適用対象とするなどの整序及び充実化
が図られたこと、その後、昭和 年の法
改正で、工事計画の策定に特定の有資格
者を参画させるべきこととされ、昭和
年の法改正で、必要に応じ、発注者（他
者から仕事を請け負っていない最も先次
の注文者（法第 条第 項）。法第 条
の からも明らかなように、自ら仕事の
一部を行うか否かは問われないが、請負
業者でないこと（いわばお客様）を前提
にしているので、自身で仕事を行わない
ことが多い。自ら仕事を行う場合、元方
事業者に該当し得る）向けの勧告等がで
きることとされたこと、平成 年の法改
正で、大規模工場等で生産ライン等を新
設・変更する場合の事前届出制度が廃止
され、危険な機械等の設置・移転、大規
模建設工事等、一定の建設工事の事前届
出制度等の 種が残存することとなった
こと、
イ 法第 条は、以上のような経緯を

経て、①それ自体にリスクがあるか、有
害作業を要するか、それ自体労働者の安
全衛生の確保を目的とする機械等（危険
有害機械等：動力プレス、一定容量以上
の金属等の溶解炉、危険物の製造・取扱
い等を行う化学設備、乾燥設備、一定以
上の出力の原動機を持つ機械集材装置
（材木等をつり上げて一箇所に集積する
装置）、一部を除く一定以上の高さの足場、
一定の有機溶剤の蒸気の発散源の密閉設

備、局所排気装置、一定の換気装置、一
定の鉛や焼結鉱等の粉じんの発生源の密
閉設備、事務所則所定の空気調和設備等、
四アルキル鉛のガソリンへの混入業務に
用いる機械等、特化則所定の第一類物質
（特に有害性が強い発がん性物質等）や
第二類物質（第一類に次いで有害性が強
い発がん性物質等）を製造する設備等）
の設置、移転、変更を行おうとする場合
（第 項）、②過去の災害状況を踏まえて
選定された、特に大規模な建設業の仕事
（爆発、倒壊、異常出水等のリスクが高
いトンネル、橋梁、潜函（圧縮空気で地
下水の流出を防ぎながら作業ができるよ
うにしたコンクリート製の箱。ケーソン
ともいう）等にかかる建設工事のうち、
一定の規模や性質の仕事。一例として、
最大支間 ｍ以上の橋梁建設の仕事）
を開始しようとする場合（第 項）、③②
には達しないが、やはり過去の災害状況
を踏まえて選定された一定の規模や種類
の建設業の仕事（一例として、最大支間
ｍ以上の橋梁建設の仕事）や土石採取

業（鉱業を除く）の仕事（一例として、
地中に穴を掘って採掘する坑内掘り（≄露

天掘り））を開始しようとする場合（第
項）には、②の場合、厚生労働大臣宛に、
①③の場合、所轄の労基署長宛に、各行
為の 日前までに、所定の様式による届
出書のほか、所定の書面と図面等を添え
て届け出るべきこと、ただし、労働安全
衛生マネジメントシステムを適正に実施
していること等を所轄の労基署長が認定
した場合、①②の届出が免除されること
（第 項但書。計画届免除制度）、厚生労
働大臣や所轄労基署長は、届出内容を審

－ 163 －



総括研究報告書（三柴 丈典）

査し、法令違反事実を認めれば、工事差
止め命令や計画変更命令を発し得ること
（第 項）、当該命令等の発令時に必要が
ある場合、発注者（他者から仕事を請け
負っていない最も先次の注文者（法第
条第 項）。法第 条の からも明らか
なように、自ら仕事の一部を行うか否か
は問われないが、請負業者でないこと
（いわばお客様）を前提にしているので、
自身で仕事を行わないことが多い。自ら
仕事を行う場合、元方事業者に該当し得
る）に対して、労災防止のための勧告や
要請を行い得ること（第 項）を定める
に至ったこと、第 項ないし第 項違反
には罰金刑、第 項違反には懲役又は罰
金刑が下され得ること（第 条第 号、
第 条第 号）、
ウ 計画届免除制度は、法第 条の 、

安衛則第 条の に基づく指針等の関係
規定に沿って、労働安全衛生マネジメン
トシステムを適正に実施していることの
ほか、労災発生率が平均未満、申請日前
年間に重大労災が生じていないこと等

を条件に、事業場に対して、所轄労働基
準監督署長の認定により適用されるが、
建設業者については、店社安全衛生管理
者（法第 条の ：特定元方事業者は、
混在作業について統括管理義務 を負う
ところ、法第 条に基づく統括安全衛生
責任者の選任義務を負わないが、原則と
して労働者数 名以上の規模の一定の危
険な作業（ずい道工事等）について、統

特定元方事業者が労働契約等に伴う指
揮命令権を持たないことを前提にした概
念で、法第 条による被統括管理者側

括管理担当者の指導・支援のため、選任
が義務づけられる者。選任の主な基準は、
場所より契約なので、概ね、元方事業者
の支店の担当者等が宛てられる）と同様
に、「当該仕事の請負契約を締結している
事業場」ごとに認定されることとなって
いること、安全衛生マネジメントシステ
ムの一次的な運営評価は、一定要件を備
えた労働安全・衛生コンサルタントに委
ねられていること、
エ 重層的請負関係下で建設工事が行

われる場合、下請（工事を自ら行う発注
者や元請人以外の者）は届出義務を負わ
ないこと（第 項）、元請人が共同企業体
であって、共同企業体代表者届を労基署
長に提出した場合、当該代表者のみに第

条の届出義務が生じること、事業者に
第 条履行の意思があるのに、受任者や
補助者（従業員）の故意や過失で違反が
生じた場合には、両罰規定（第 条）
が適用され、第 条の名宛人ではない当
該受任者や補助者が処罰され得ること、
オ 第 条に基づき届け出られた計画

のうち、既存の法令上の措置基準や構造
規格に合致していても、技術革新、設備
の大型化、新規有害物質の登場等を背景
に、高度の技術的検討を要するもの（例
として、新規に開発された工法等を採用
する建設計画や、石油化学工場等におけ
る新生産方式の採用による設備増設計画
等（労働調査会編『労働安全衛生法の詳
解（改訂 版）』（労働調査会、 年）

の対応義務をセットで機能させることを
予定している。
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査し、法令違反事実を認めれば、工事差
止め命令や計画変更命令を発し得ること
（第 項）、当該命令等の発令時に必要が
ある場合、発注者（他者から仕事を請け
負っていない最も先次の注文者（法第
条第 項）。法第 条の からも明らか
なように、自ら仕事の一部を行うか否か
は問われないが、請負業者でないこと
（いわばお客様）を前提にしているので、
自身で仕事を行わないことが多い。自ら
仕事を行う場合、元方事業者に該当し得
る）に対して、労災防止のための勧告や
要請を行い得ること（第 項）を定める
に至ったこと、第 項ないし第 項違反
には罰金刑、第 項違反には懲役又は罰
金刑が下され得ること（第 条第 号、
第 条第 号）、
ウ 計画届免除制度は、法第 条の 、

安衛則第 条の に基づく指針等の関係
規定に沿って、労働安全衛生マネジメン
トシステムを適正に実施していることの
ほか、労災発生率が平均未満、申請日前
年間に重大労災が生じていないこと等

を条件に、事業場に対して、所轄労働基
準監督署長の認定により適用されるが、
建設業者については、店社安全衛生管理
者（法第 条の ：特定元方事業者は、
混在作業について統括管理義務 を負う
ところ、法第 条に基づく統括安全衛生
責任者の選任義務を負わないが、原則と
して労働者数 名以上の規模の一定の危
険な作業（ずい道工事等）について、統

特定元方事業者が労働契約等に伴う指
揮命令権を持たないことを前提にした概
念で、法第 条による被統括管理者側

括管理担当者の指導・支援のため、選任
が義務づけられる者。選任の主な基準は、
場所より契約なので、概ね、元方事業者
の支店の担当者等が宛てられる）と同様
に、「当該仕事の請負契約を締結している
事業場」ごとに認定されることとなって
いること、安全衛生マネジメントシステ
ムの一次的な運営評価は、一定要件を備
えた労働安全・衛生コンサルタントに委
ねられていること、
エ 重層的請負関係下で建設工事が行

われる場合、下請（工事を自ら行う発注
者や元請人以外の者）は届出義務を負わ
ないこと（第 項）、元請人が共同企業体
であって、共同企業体代表者届を労基署
長に提出した場合、当該代表者のみに第

条の届出義務が生じること、事業者に
第 条履行の意思があるのに、受任者や
補助者（従業員）の故意や過失で違反が
生じた場合には、両罰規定（第 条）
が適用され、第 条の名宛人ではない当
該受任者や補助者が処罰され得ること、
オ 第 条に基づき届け出られた計画

のうち、既存の法令上の措置基準や構造
規格に合致していても、技術革新、設備
の大型化、新規有害物質の登場等を背景
に、高度の技術的検討を要するもの（例
として、新規に開発された工法等を採用
する建設計画や、石油化学工場等におけ
る新生産方式の採用による設備増設計画
等（労働調査会編『労働安全衛生法の詳
解（改訂 版）』（労働調査会、 年）

の対応義務をセットで機能させることを
予定している。
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頁））については厚生労働大臣が、そ
れに準じるもののうち所定のもの（例と
して、高さ ｍ以上の建築物の建設の
仕事のうち、埋設物等が輻輳する場所の
近くで行われるもの、堤高が ｍ以上
のダム建設の仕事のうち、車両系建設機
械の転倒等の危険がある場所で同機械を
用いて作業を行うもの等）については都
道府県労働局長が、その計画に係る建設
物、機械、仕事の規模等を勘案して、審
査できる旨が定められていること（第
条、第 条の ）、
カ わが国の労働監督制度の発祥は、

年（明治 年）鉱業条例に基づく
鉱業監督制度だが、一般的には工場法施
行の直前に農商務省商工局に置かれた工
場監督官 名と同監督官補 名と理解さ
れており、 年（大正 年）には、工
場法の施行を、都道府県の警察部に置か
れ、独立官職としての身分保障のない工
場監督官と同監督官補計 名が担うこ
ととなり、 年（昭和 年）に厚生
省労働局監督課が工場法を所掌すること
となって 年後に、労務監督官、労務監
督官補に改められ、戦時体制下には労務
管理官に名称が統一され、戦後、 年
（昭和 年）に労基法が制定されると、
労働監督機関は新設された労働省のもと
に統一されると共に、 年 第
号勧告をモデルに一定の独立性と身分保
障が付与されるに至ったこと、
キ 労働基準監督機関については、厚

生労働大臣＞労働基準主管局長＞都道府
県労働局長＞労働基準監督署長＞労働基
準監督官という指揮監督系統が法定され
ており、基本的には、監督署長が、臨検、

尋問、許可、認定、審査、仲裁その他労
基法の実施に関する事項を司る権限を付
与されているが、主管局長、都道府県労
働局長も、その権限を行使できるとされ
ていること（法第 条）、
ク 労働基準監督官による令状なしの

立入、検査、収去等の合憲性について参
考になる判例として、被告人が令状なし
の税務調査（書類呈示の要求）を拒否し
たために起訴された事案で、同調査の合
憲性が争われた川崎民商事件最大判昭和
年 月 日判例時報 号 頁が

あり、同判決は、侵入、捜索、押収等に
おける令状の必要性（令状主義）を定め
た憲法第 条第 項は、刑事責任の追及
手段としての強制に対する司法権による
抑制を保障した規定だが、旧所得税法に
基づく検査のような目的を異にする類似
の手続にもその保障は及び得ること、他
方、本件質問調査は、刑事責任の追及を
目的としておらず、刑罰も間接強制的な
性格のもの（：調査を拒めば罰則が適用
されるが、調査の受け容れ自体が強制さ
れるわけではない）で強制度合いは直接
強制的なものほど強くなく、重要な公益
目的の実現に不可欠で、その目的との関
係は不均衡ではないことなどから、令状
がなくても違憲ではないとしたこと、
ケ 法第 条は、労働基準監督官によ

る令状なしの立入、帳簿等の検査、作業
環境測定、物品の収去等の権限（第 項）、
医師である監督官による伝染病等の疑い
のある労働者への検診の権限（第 項）、
第 項、第 項の権限行使に際しての証
票の携行・呈示の義務（第 項）と併せ、
第 項の権限が刑事責任追及目的ではな
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いことを定めている（第 項）こと、実
際の立入調査（臨検監督）には、定時監
督、災害時監督、申告監督、再監督の
種類があり、そこで労働基準関係法令違
反が認められれば是正勧告（是正勧告書
の交付）が行われること、是正勧告は行
政指導に過ぎないが、対象者が違反状態
を放置すれば、行政処分としての報告の
命令（労基法第 条の ）がなされ、
対象者が応じないか、虚偽の報告を行え
ば、労基法第 条第 項に基づき送検
手続を講じ得ること、他方、法令違反に
当たるとは限らないが、ガイドラインに
反するなど、状況改善の必要が認められ
る場合、指導票が交付され得ること、
コ 犯罪捜査の必要が認められた場合、

監督官は、司法警察官として、刑事訴訟
法に沿って職務を執行することとなるこ
と、強制捜査（差押え、捜索、検証等）
には当然ながら令状が必要となること、
労働法違反の捜査は高度に専門的である
ことから、監督官にその権限が認められ
ることとなったこと、かつては、どのよ
うな場合に司法処分にするかの判断基準
（司法処理基準）が存在したが、現在は
存否自体公開されていないこと、実際に
は、死亡災害などの重大災害をもたらす
法違反、いわゆる「労災隠し」、「虚偽申
告」などの故意性、公益侵害性が強いも
のが処分対象とされる傾向にあること、
罪刑法定主義は刑事司法の基本だが、安
衛法の解釈では、リスクに応じた運用が
必要なため、拡大解釈は許されるべきこ
と、行政権限の行使と刑事司法手続きと
は厳格に区分すべきであり、現にそのよ
うに運用されていること、労働基準監督

官による司法警察職員としての役割は、
第 次大戦後、労働行政が警察行政から
分離して以後、その専門性を頼みとして、
労基法違反事件について、委ねられるこ
ととなったこと、
サ 法第 条は、本省、都道府県労働

局、労働基準監督署に、産業安全専門官
及び労働衛生専門官を配置し、前者には、
特定機械等の製造許可（法第 条）、特
別安全衛生計画や安全衛生改善計画のう
ち産業安全に関する事項の審査、災害原
因調査等の産業安全に関する事務、後者
には、有害物の製造許可（法第 条）、
新規化学物質の有害性調査（法第 条の
～ ）に係る勧告、作業環境測定、特別
安全衛生計画や安全衛生計画のうち労働
衛生に関する事項の審査、災害原因調査
等の労働衛生に関する事務を司らせるこ
ととしているほか、両者に、それぞれの
専門に係る労使への指導援助を行わせる
こととしていること、細則が、「産業安全
専門官及び労働衛生専門官規程」に設け
られていること、同規程は、本省配置の
専門官を中央専門官、都道府県労働局以
下配置の専門官を地方専門官と呼び分け
ていること、専門官は、一定の知識経験
を持つ（：行政職俸給表 一 の三級以上
となった）技官や監督官らが就けられる
職名であること、
シ 法第 条は、両専門官の立入、質

問、帳簿等の検査、作業環境測定、物品
の収去の行政権限（≄司法警察権限）を定
めていること、専門官制度は、技官をそ
れに就任させることで、こうした行政権
限を行使させる趣旨も持つが（ただし、
専門官には、立入権限があり「指導」は
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いことを定めている（第 項）こと、実
際の立入調査（臨検監督）には、定時監
督、災害時監督、申告監督、再監督の
種類があり、そこで労働基準関係法令違
反が認められれば是正勧告（是正勧告書
の交付）が行われること、是正勧告は行
政指導に過ぎないが、対象者が違反状態
を放置すれば、行政処分としての報告の
命令（労基法第 条の ）がなされ、
対象者が応じないか、虚偽の報告を行え
ば、労基法第 条第 項に基づき送検
手続を講じ得ること、他方、法令違反に
当たるとは限らないが、ガイドラインに
反するなど、状況改善の必要が認められ
る場合、指導票が交付され得ること、
コ 犯罪捜査の必要が認められた場合、

監督官は、司法警察官として、刑事訴訟
法に沿って職務を執行することとなるこ
と、強制捜査（差押え、捜索、検証等）
には当然ながら令状が必要となること、
労働法違反の捜査は高度に専門的である
ことから、監督官にその権限が認められ
ることとなったこと、かつては、どのよ
うな場合に司法処分にするかの判断基準
（司法処理基準）が存在したが、現在は
存否自体公開されていないこと、実際に
は、死亡災害などの重大災害をもたらす
法違反、いわゆる「労災隠し」、「虚偽申
告」などの故意性、公益侵害性が強いも
のが処分対象とされる傾向にあること、
罪刑法定主義は刑事司法の基本だが、安
衛法の解釈では、リスクに応じた運用が
必要なため、拡大解釈は許されるべきこ
と、行政権限の行使と刑事司法手続きと
は厳格に区分すべきであり、現にそのよ
うに運用されていること、労働基準監督

官による司法警察職員としての役割は、
第 次大戦後、労働行政が警察行政から
分離して以後、その専門性を頼みとして、
労基法違反事件について、委ねられるこ
ととなったこと、
サ 法第 条は、本省、都道府県労働

局、労働基準監督署に、産業安全専門官
及び労働衛生専門官を配置し、前者には、
特定機械等の製造許可（法第 条）、特
別安全衛生計画や安全衛生改善計画のう
ち産業安全に関する事項の審査、災害原
因調査等の産業安全に関する事務、後者
には、有害物の製造許可（法第 条）、
新規化学物質の有害性調査（法第 条の
～ ）に係る勧告、作業環境測定、特別
安全衛生計画や安全衛生計画のうち労働
衛生に関する事項の審査、災害原因調査
等の労働衛生に関する事務を司らせるこ
ととしているほか、両者に、それぞれの
専門に係る労使への指導援助を行わせる
こととしていること、細則が、「産業安全
専門官及び労働衛生専門官規程」に設け
られていること、同規程は、本省配置の
専門官を中央専門官、都道府県労働局以
下配置の専門官を地方専門官と呼び分け
ていること、専門官は、一定の知識経験
を持つ（：行政職俸給表 一 の三級以上
となった）技官や監督官らが就けられる
職名であること、
シ 法第 条は、両専門官の立入、質

問、帳簿等の検査、作業環境測定、物品
の収去の行政権限（≄司法警察権限）を定
めていること、専門官制度は、技官をそ
れに就任させることで、こうした行政権
限を行使させる趣旨も持つが（ただし、
専門官には、立入権限があり「指導」は
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できても、「監督」（是正勧告、使用停止
等命令）ができない）、現在は、地方での
技官任用が停止され、監督官がその任を
担うこととされているため、その趣旨は
希薄化していること、法第 条、産業安
全専門官及び労働衛生専門官規程には、
産業安全専門官は安全関係業務、労働衛
生専門官は衛生関係業務を所掌する旨の
定めがあるが、実際には、都道府県労働
局の健康安全課でも労働基準監督署でも、
そのいずれかしかいない現状があり、名
称に関係なく「安全衛生」の業務全般を
担当していること、また、安全と衛生の
連携という意味では問題とはいいきれな
いこと、
ス 法第 条は、都道府県労働局に労

働衛生指導医を置き、都道府県労働局長
の指示による作業環境測定（法第 条第
項）の実施、同じく臨時健診（法第

条第 項）の実施にかかる意見具申など、
労働衛生に関する専門医学的立場から労
働衛生行政に関与させることを定めてい
ること、この制度は、昭和 年の労働衛
生指導医規程で、衛生環境の改善、職業
病予防等の双方への貢献を目的に設けら
れた制度を引き継いだもので、非常勤の
国家公務員として、集団的措置と個別的
措置の双方への貢献を予定されているこ
と、一例として、鉛中毒患者が発生した
事業場で罹患が判明している労働者以外
にも健診の実施を指示する場合、①必要
性の判断理由、②健診項目、③実施すべ
き労働者の範囲等を示すためにその参画
を得ていること、
セ 一定の対象につき厚生労働職員ら

による立入、検査等を定めた法第 条は、

長文にわたっているが、要するに、①機
械等の本質的安全化を図るため、型式検
定（大量生産予定のもののサンプル検査
など）や個々の機械の安全性能検査の万
全を図ること、②安全衛生の確保にとっ
て重要な安全衛生管理体制の要となり得
る労働安全・衛生コンサルタント及びそ
の業務の質の確保を図ること、を目的と
した規定であること、①の規定が型式検
定の万全を図った趣旨は、個別検定が免
除されているがゆえの安全性担保である
こと、これらの目的を果たすため、水平
展開されるという意味で影響力が大きく、
個別性・特例性が強く、高い専門性が求
められる型式検定（を受けた側：機械等
の構造や、それらを製造・検査する設備
等）の監督と、同じく影響力の大きいコ
ンサルタント業務の監督につき、厚生労
働大臣の権限とし、より定常性が強い登
録製造時等検査機関等の業務の監督を厚
生労働大臣又は都道府県労働局長の権限
としたこと、コンサルタント業務の監督
に労働衛生指導医の関与が必要な場合、
同指導医に事業場への立入、質問、作業
環境測定や健診結果等物件の検査をさせ
ることができる旨の定めを置いたこと、
ソ 法第 条の は、平成 年に成

立した独立行政法人改革関連厚生労働省
関係法律整備法（平成 年 月 日法
律第 号）により追加された規定であり、
独立行政法人労働者健康安全機構に災害
調査（労災の原因調査）、立入検査等を行
わせることができること等を定めている
こと、本条が調査、立入の権限を与えた
対象は、当初は独立行政法人労働安全総
合研究所であったが、組織改編により、
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労働者健康安全機構に統合された経緯が
あること、労働安全衛生総合研究所は、
元は国立機関で、その後独立行政法人と
なった産業安全研究所と産業医学総合研
究所が併合されてできた経緯があること、
実際のところ、同機構による立入検査は、
安衛法規違反がうかがわれ、重篤な被害
が予想されるような条件でなければ、適
用され難いこと、
タ 法第 条が定める安衛法令違反事

実に関する労働者の申告権は、労働行政
に権限の発動を促すことをもって労働安
全衛生行政の実効性を確保するために保
障されたものであって、労働行政に権限
発動の作為義務を課したものではないと
解されていること（例として、東京労働
基準局長（青梅労基署）事件東京高判昭
和 年 月 日労働経済判例速報
号 頁（本件は上告されたが、最 小判
昭和 年 月 日で棄却された）、池袋
労基署長事件東京高判昭和 年 月
日判例時報 号 頁）、ただし、学説
の中には、放置することで、労働者の生
命・身体・健康に重大な侵害が予想され
る場合、事実調査等の作為義務が生じる
とするものもあること、本条は強行規定
なので、本条第 項に反する不利益取扱
いは、事業者の報復的意思の存在（実際
の認定は、概ね間接的な事情からの推認
となる）を要件として、解雇等の法律行
為であれば民事上無効となり、いじめ等
の事実行為であれば不法行為となり得る
こと、
チ 法第 条は、刑事罰とは別の方法

で、広く安全衛生基準の実効性を確保す
るために、行政機関が、それに違反した

事業者、注文者、機械等貸与者や建築物
貸与者に対して、作業や使用の停止、変
更等を命じられるようにした規定で、元
は、工場法第 条が、工場及び付属建設
物や設備が危害を生じる虞がある場合を
要件に（衛生風紀その他公益を害する場
合も含めて）同旨の定めを置いていたが、
それらの新設等については検査・監督権
限を定めていなかったところ、旧労基法
が、第 条に、それらの新設移転変更に
ついて監督措置（基準に則して届出させ、
必要に応じて工事を差し止め、使用を停
止させること）を定めたことを受け、そ
れらの工事の開始後や設備の設置後に生
じた安全衛生基準違反に対応することを
主目的として、第 条に同旨の規定を定
めると共に、建設物、寄宿舎等の附属建
設物や設備のみではなく、原材料（を使
用する場合）も行政措置の対象に加えた
こと、それが安衛法の制定の際に更に拡
大されて本条に引き継がれた経緯がある
こと、
ツ 第 条に基づく使用停止等の命令

は、あくまで同条に列挙された条項違反
の場合に限られ、それには、法第 ない
し第 条のような事業者を名宛人とした
規定のほか、法第 条の 第 項、第
条の 第 項や第 項のような救護に

関する規定で、一般の事業者のほか元方
事業者等を名宛人とした規定、法第 条
第 項のような、建設物等（建設物、設
備、原材料）を請負人の労働者に使用さ
せる一定の注文者を名宛人として、当該
建設物等にかかる労災の防止措置を義務
づけた規定、法第 条第 項のような、
特定機械等の貸与者を名宛人として、当
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労働者健康安全機構に統合された経緯が
あること、労働安全衛生総合研究所は、
元は国立機関で、その後独立行政法人と
なった産業安全研究所と産業医学総合研
究所が併合されてできた経緯があること、
実際のところ、同機構による立入検査は、
安衛法規違反がうかがわれ、重篤な被害
が予想されるような条件でなければ、適
用され難いこと、
タ 法第 条が定める安衛法令違反事

実に関する労働者の申告権は、労働行政
に権限の発動を促すことをもって労働安
全衛生行政の実効性を確保するために保
障されたものであって、労働行政に権限
発動の作為義務を課したものではないと
解されていること（例として、東京労働
基準局長（青梅労基署）事件東京高判昭
和 年 月 日労働経済判例速報
号 頁（本件は上告されたが、最 小判
昭和 年 月 日で棄却された）、池袋
労基署長事件東京高判昭和 年 月
日判例時報 号 頁）、ただし、学説
の中には、放置することで、労働者の生
命・身体・健康に重大な侵害が予想され
る場合、事実調査等の作為義務が生じる
とするものもあること、本条は強行規定
なので、本条第 項に反する不利益取扱
いは、事業者の報復的意思の存在（実際
の認定は、概ね間接的な事情からの推認
となる）を要件として、解雇等の法律行
為であれば民事上無効となり、いじめ等
の事実行為であれば不法行為となり得る
こと、
チ 法第 条は、刑事罰とは別の方法

で、広く安全衛生基準の実効性を確保す
るために、行政機関が、それに違反した

事業者、注文者、機械等貸与者や建築物
貸与者に対して、作業や使用の停止、変
更等を命じられるようにした規定で、元
は、工場法第 条が、工場及び付属建設
物や設備が危害を生じる虞がある場合を
要件に（衛生風紀その他公益を害する場
合も含めて）同旨の定めを置いていたが、
それらの新設等については検査・監督権
限を定めていなかったところ、旧労基法
が、第 条に、それらの新設移転変更に
ついて監督措置（基準に則して届出させ、
必要に応じて工事を差し止め、使用を停
止させること）を定めたことを受け、そ
れらの工事の開始後や設備の設置後に生
じた安全衛生基準違反に対応することを
主目的として、第 条に同旨の規定を定
めると共に、建設物、寄宿舎等の附属建
設物や設備のみではなく、原材料（を使
用する場合）も行政措置の対象に加えた
こと、それが安衛法の制定の際に更に拡
大されて本条に引き継がれた経緯がある
こと、
ツ 第 条に基づく使用停止等の命令

は、あくまで同条に列挙された条項違反
の場合に限られ、それには、法第 ない
し第 条のような事業者を名宛人とした
規定のほか、法第 条の 第 項、第
条の 第 項や第 項のような救護に

関する規定で、一般の事業者のほか元方
事業者等を名宛人とした規定、法第 条
第 項のような、建設物等（建設物、設
備、原材料）を請負人の労働者に使用さ
せる一定の注文者を名宛人として、当該
建設物等にかかる労災の防止措置を義務
づけた規定、法第 条第 項のような、
特定機械等の貸与者を名宛人として、当
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該機械等による労災の防止措置を義務づ
けた規定、法第 条のような、建築物貸
与者を名宛人として、当該建築物による
労災の防止措置を義務づけた規定が当て
られていること、
テ 第 条に基づく使用停止等命令の

発令要件である法違反の判断基準につい
ては議論があり、たとえば、事業者に墜
落防止措置を義務づけた法第 条第 項
を具体化した安衛則第 条は、作業床
設置の要件として、高さが ｍ以上であ
ることのほか、労働者に危険を及ぼすお
それがある場合と定めている（その他、
安衛法令が構成要件とする危険性にかか
る定めぶりについては、本研究班の原俊
之氏の分担報告書を参照されたい）ため、
具体的・形式的な高さ基準のほか、落下
場所の態様、労働者の年齢技量等を実質
的に総合考慮する必要があるとの見解が
あり得るが、足場からの墜落事案を審査
した広島簡裁判決昭和 年 月 日は、
安衛法規は、危険を定型化して労災防止
を図ろうとしたものなので、当該基準に
反すること（≓労働者への危険の可能性が
あること）をもって命令の発令要件たり
得ると解していること、
ト 建設物や設備等について変更を命

じられる範囲は、違反した規範の保護目
的と当該建設物等の性質を考慮して決定
されるため、安衛則で義務づけられた安
全装置の備え付けを命じること等は当然
に可能であること（ただし、コストを考
慮した方法を命じなければならないか否
か等は要検討）、使用停止等命令は、所定
の書式をもって、違反法令、期日等の事
項を明示して行われ、違反状態が是正さ

れた場合は、その旨発令者に報告されね
ばならないとされていること、
ナ 法第 条第 項は、法令違反があ

って、なおかつ都道府県労働局長等の権
限行使を待っていられないほど事態が切
迫している場合、労働基準監督官が、自
ら使用停止等の権限を即時に行使できる
旨を定めており、この制度は、本条が定
める法違反は、現場の監督官による臨検
で初めて発覚することが多いこと（この
条文の運用は、多分に現場の監督官実務
に委ねられていること）を踏まえて創設
されたこと、
ニ 事業者などの法令の名宛人が本条

（法第 条）所定の法令に違反する場合
に、労働基準監督行政がその権限を発動
する義務を負うか（その義務違反につき
国家賠償責任を負うか）に関するリーデ
ィングケースとして大東マンガン事件大
阪高判昭和 年 月 日判例時報
号 頁があり、マンガンの粉じん等が飛
散する工程で就業していてマンガン中毒
等に罹患した労働者が、当該被害は、事
業者による従前からの関連法令違反があ
り、労働者の生命身体健康が侵される危
険を認識し得たのに、臨検、指導勧告等、
適切な監督措置を講じなかったことによ
り生じたとして、国の国家賠償責任を問
うた事案について、労働基準監督行政の
権限行使は直接労働者に責任を負うもの
ではなく、基本的にはその裁量に委ねら
れているが、①切迫した重大な危険の発
生が予見される、②監督権限行使によら
ねば危険の発生を防止できない、③現に
権限行使によりそれを防止できる、とい
う条件を充たすのにその権限を行使しな
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かった場合には、国家賠償責任が生じる
としたこと、
ヌ 第 条第 項は、重層的下請関係

等の請負契約関係下で請負人らに対して
第 項所定の使用停止等命令が発令され、
その実効性確保のために必要と認められ
る場合、注文者への勧告や要請を行える
としており、請負人らの法令違反に注文
者の作為・不作為が影響しているとの考
えに基づいていると解されること、
ネ 法第 条は、第 条第 項や第
条第 項～第 項とは異なり、法令違

反がないか、確定できない場合でも、労
災発生の急迫した危険があり、かつ、緊
急の必要があるとき（：労災発生が目前
に迫っていて、放置すれば労働者の生命
に危害が及ぶと予想されるような状態で、
かつ、労災発生を防止するための措置を
直ちに講じなければならない場合に）、必
要の限度で、作業停止、建築物等の使用
停止等を命じられることとしたものであ
ること、これを緊急措置命令といい、実
務上は、概ね、事業者にその旨の文書
（緊急措置命令書）が交付されているこ
と、
ノ 法第 条の は、無災害の事業場

がある一方、災害が繰り返される事業場
もある現実を踏まえ、平成 年の法改正
で設けられた規定で、都道府県労働局長
が、死亡災害等の重大災害が発生したり、
災害が多発した事業所の事業者に、その
事業場の安全・衛生管理者などの労働災
害防止業務従事者に指定講習を受けさせ
るよう指示できる旨を定めていること、
その講習には、法令や安全・衛生管理の
方法のほか、実際の労災事例と防止対策

が含まれていること、この規定は、立法
者が、災害（の再発）防止にとって、安
全衛生人材による管理体制が重要と考え
ていたことを示していること、ただし、
実際にはあまり活用されていないようで
あること、
ハ 法第 条の も、平成 年改正で

設けられた規定で、第 条第 項が定め
るクレーン運転等の就業制限業務の有資
格者が、当該業務について本法令違反に
より労災を発生させた場合、都道府県労
働局長が、事業者ではなく、当該有資格
者に対して、直接、指定講習の受講を指
示できる旨を定めていること、当該講習
には、危険な機械等の構造やそれを用い
た作業方法等のほか、やはり、関係法令
や実際の労災事例と防止対策が含まれて
いること、
ヒ 法第 条は、第 項で、厚生労

働大臣以下労基署長までの労働基準行政
が、本法の施行のため、労使のほか、機
械等貸与者、建築物貸与者や労働安全・
衛生コンサルタントに報告や出頭を命じ
られる旨、第 項で、登録製造時等検査
機関等にも報告をさせ得る旨を定め、第
項で、労働基準監督官が、労使に報告

させたり出頭を命じられる旨を定めてお
り、安衛則が定める健診結果報告制度
（第 条）や特別規則が定める様々な特
殊健診結果報告制度、労働者私傷病報告
制度（第 条）は、本条第 項の定めに
基づくこと、このうち労働者死傷病報告
制度（安衛則第 条）は、行政も特に重
視しているが、これに反していわゆる労
災隠しが行われる場合が多いこと、その
背景として、①建設業における工事の受
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かった場合には、国家賠償責任が生じる
としたこと、
ヌ 第 条第 項は、重層的下請関係

等の請負契約関係下で請負人らに対して
第 項所定の使用停止等命令が発令され、
その実効性確保のために必要と認められ
る場合、注文者への勧告や要請を行える
としており、請負人らの法令違反に注文
者の作為・不作為が影響しているとの考
えに基づいていると解されること、
ネ 法第 条は、第 条第 項や第
条第 項～第 項とは異なり、法令違

反がないか、確定できない場合でも、労
災発生の急迫した危険があり、かつ、緊
急の必要があるとき（：労災発生が目前
に迫っていて、放置すれば労働者の生命
に危害が及ぶと予想されるような状態で、
かつ、労災発生を防止するための措置を
直ちに講じなければならない場合に）、必
要の限度で、作業停止、建築物等の使用
停止等を命じられることとしたものであ
ること、これを緊急措置命令といい、実
務上は、概ね、事業者にその旨の文書
（緊急措置命令書）が交付されているこ
と、
ノ 法第 条の は、無災害の事業場

がある一方、災害が繰り返される事業場
もある現実を踏まえ、平成 年の法改正
で設けられた規定で、都道府県労働局長
が、死亡災害等の重大災害が発生したり、
災害が多発した事業所の事業者に、その
事業場の安全・衛生管理者などの労働災
害防止業務従事者に指定講習を受けさせ
るよう指示できる旨を定めていること、
その講習には、法令や安全・衛生管理の
方法のほか、実際の労災事例と防止対策

が含まれていること、この規定は、立法
者が、災害（の再発）防止にとって、安
全衛生人材による管理体制が重要と考え
ていたことを示していること、ただし、
実際にはあまり活用されていないようで
あること、
ハ 法第 条の も、平成 年改正で

設けられた規定で、第 条第 項が定め
るクレーン運転等の就業制限業務の有資
格者が、当該業務について本法令違反に
より労災を発生させた場合、都道府県労
働局長が、事業者ではなく、当該有資格
者に対して、直接、指定講習の受講を指
示できる旨を定めていること、当該講習
には、危険な機械等の構造やそれを用い
た作業方法等のほか、やはり、関係法令
や実際の労災事例と防止対策が含まれて
いること、
ヒ 法第 条は、第 項で、厚生労

働大臣以下労基署長までの労働基準行政
が、本法の施行のため、労使のほか、機
械等貸与者、建築物貸与者や労働安全・
衛生コンサルタントに報告や出頭を命じ
られる旨、第 項で、登録製造時等検査
機関等にも報告をさせ得る旨を定め、第
項で、労働基準監督官が、労使に報告

させたり出頭を命じられる旨を定めてお
り、安衛則が定める健診結果報告制度
（第 条）や特別規則が定める様々な特
殊健診結果報告制度、労働者私傷病報告
制度（第 条）は、本条第 項の定めに
基づくこと、このうち労働者死傷病報告
制度（安衛則第 条）は、行政も特に重
視しているが、これに反していわゆる労
災隠しが行われる場合が多いこと、その
背景として、①建設業における工事の受

総括研究報告書（三柴 丈典）

発注への支障、②労災保険料の増額、③
刑事責任の追及に繋がること、④作業責
任者等の勤務評価の低下等を回避する意
図が指摘されていること、最近の法改正
で、派遣労働者の労災については、派遣
先と派遣元の双方に報告義務が課され、
その実施を確保するための関係規定の整
備も行われたこと、第 項にかかる安
全・衛生管理者の選任届の帳票の入力記
録を残す、法定健診結果の届出に際して
の産業医の署名押印（そもそも、産業医
制度の普及を図る趣旨から設定された経
緯がある）を不要とするなど、報告手続
を簡素化する動きがあること、
等が示されている。

20 大藪・近藤報告②（第 11 章第

101 条～第 103 条）

（本文は完了、要約は未了） 

21 吉田報告②（第 11 章第 104 条

～第 105 条）

（本文は完了、要約は未了） 

22 森山報告（第 11 章第 106 条～

第 108 条）

（本文は完了、要約は未了） 

23 大藪・近藤報告③（第 11 章第

109 条～第 115 条）

（本文は完了、要約は未了）

24 法令の適用状況（総合）（森山

誠也担当）

令和 年公表「労働基準関係法令違反
に関する公表事案」によれば、令和元年

月 日から 年間で、以下のような状
況であったこと（森山誠也監督官の整理
による）、

（ ）本法条規別違反件数

合計 333 件

※イタリック及び（）内は、便宜上
付記した。

法 条文の見出し 件
数

第 12条 衛生管理者 1
第 14 条 作業主任者 9
第 20 条 事業者の講ずべき措置
（危険防止） 102
第 21 条 事業者の講ずべき措置
（作業場所・高所作業に関わる
危険防止）

107

第 22 条 事業者の講ずべき措置
（健康障害への防止） 9
第 23 条 事業者の講ずべき措置
（作業場での危険防止） 2

第 26 条 労働者の講ずべき措置 1
第 30 条 特定元方事業者等の講
ずべき措置 1

第 31 条 注文者の講ずべき措置 22
第 37 条 製造の許可 1
第 40 条 使用等の制限 1
第 45 条 定期自主検査 1
第 59 条 安全衛生教育 4
第 61 条 就業制限 19
第 65 条 作業環境測定 1
第 88 条 計画の届出等 2
第 98 条 使用停止命令 1
第 100 条 報告等 49
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法ごとの違反件数グラフ

（2）関係政省令と違反件数

※施行令＝令◯、専門則＝クレーン◯
等、関連規則は数字のみ。各見出しを
記載。
※イタリック及び（）内は同上。

法 関係する施行令・規則・特別則 件
数

令 統括安全衛生責任者を選
任すべき業種等
令 作業主任者を選任すべき
作業

プレス機械作業主任者の
職務

はい作業主任者の選任

足場の組立て等作業主任
者の選任

足場の組立て等作業主任
者の職務

の 鋼橋架設等作業主
任者の選任
特化 特定化学物質作業主任
者の職務

（機械）安全装置等の有効
保持

（機械）原動機、回転軸
等による危険の防止

（機械）運転開始の合図

（機械）掃除等の場合の
運転停止等

の （機械）切断機等の
覆い等

の （機械）粉砕機等へ
の転落等における危険の防止

（機械）プレス等による
危険の防止

（機械）紙等を通すロー
ル機の囲い等

（機械）射出成形機等に
よる危険の防止
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法ごとの違反件数グラフ

（2）関係政省令と違反件数

※施行令＝令◯、専門則＝クレーン◯
等、関連規則は数字のみ。各見出しを
記載。
※イタリック及び（）内は同上。

法 関係する施行令・規則・特別則 件
数

令 統括安全衛生責任者を選
任すべき業種等
令 作業主任者を選任すべき
作業

プレス機械作業主任者の
職務

はい作業主任者の選任

足場の組立て等作業主任
者の選任

足場の組立て等作業主任
者の職務

の 鋼橋架設等作業主
任者の選任
特化 特定化学物質作業主任
者の職務

（機械）安全装置等の有効
保持

（機械）原動機、回転軸
等による危険の防止

（機械）運転開始の合図

（機械）掃除等の場合の
運転停止等

の （機械）切断機等の
覆い等

の （機械）粉砕機等へ
の転落等における危険の防止

（機械）プレス等による
危険の防止

（機械）紙等を通すロー
ル機の囲い等

（機械）射出成形機等に
よる危険の防止

総括研究報告書（三柴 丈典）

の （車両系荷役機械）
作業計画

の （車両系荷役機械）
転落等の防止

の （車両系荷役機械）
接触の防止

の （車両系荷役機械）
運転位置から離れる場合の措置

の （車両系荷役機械）
主たる用途以外の使用の制限

の （車両系荷役機械
貨物自動車）保護帽の着用

の （車両系荷役機械
コンベア）非常停止装置

の （車両系木材伐出
機械）主たる用途以外の使用の
制限

（車両系建設機械） 作
業計画

（車両系建設機械）転落
等の防止等

（車両系建設機械）接触
の防止

（車両系建設機械）主た
る用途以外の使用の制限

の （解体用機械）立入
禁止等

（くい打機等）合図

の （高所作業車）作業
計画

の （高所作業車）運転
位置から離れる場合の措置

の （高所作業車）主た
る用途以外の使用の制限

（型枠支保工）型枠支保
工についての措置等

（危険物取扱）作業指揮
者

（電気）工作物の建設等
の作業を行なう場合の感電の防
止

（通路）架設通路

（通路）作業床

（通路）はしご道

（足場組立等作業）足場
の組立て等の作業

（足場組立等作業）点検

クレーン （クレーン）過負
荷の制限
クレーン （クレーン）立入
禁止
クレーン の （移動式クレ
ーン）作業の方法等の決定等
クレーン の （移動式クレ
ーン）アウトリガー等の張り出
し
クレーン （移動式クレー
ン）搭乗の制限
クレーン の （移動式クレ
ーン）立入禁止
ボイラー （第一種圧力容
器）使用の制限

の （車両系荷役機械
貨物自動車）

地山の崩壊等による危険
の防止

埋設物等による危険の防
止

（伐木）伐木作業におけ
る危険の防止
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（伐木）かかり木の処理
の作業における危険の防止

（伐木）伐倒の合図

（伐木）造材作業におけ
る危険の防止

（伐木）保護帽の着用

の （建築物等の鉄骨の
組立て等の作業）作業計画

作業床の設置等

（作業床の端部等覆い）

要求性能墜落制止用器具
等の取付設備等

スレート等の屋根上の危
険の防止

昇降するための設備の設
置等

の ホツパー等の内部に
おける作業の制限

煮沸槽そう等への転落に
よる危険の防止

物体の落下による危険の
防止

の （ロープ高所作業）
作業計画

の （ロープ高所作業）
作業指揮者

内燃機関の使用禁止

酸欠 立入禁止

粉じん 呼吸用保護具の使用

石綿 事前調査

石綿 吹き付けられた石綿等
の除去等に係る措置
有機 第一種有機溶剤等又は
第二種有機溶剤等に係る設備

通路

の （フォークリフト）
運転位置から離れる場合の措置

の 関係請負人の講ずべ
き措置についての指導

型わく支保工についての
措置

物品揚卸口等についての
措置

足場についての措置

令 特定機械等

クレーン （クレーン）製造
許可
令 特定機械等

クレーン （移動式クレー
ン）定期自主検査

の （フォークリフト）
定期自主検査

雇入れ時等の教育

特別教育を必要とする業務

令 就業制限に係る業務

就業制限についての資格

クレーン （移動式クレー
ン）就業制限
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（伐木）かかり木の処理
の作業における危険の防止

（伐木）伐倒の合図

（伐木）造材作業におけ
る危険の防止

（伐木）保護帽の着用

の （建築物等の鉄骨の
組立て等の作業）作業計画

作業床の設置等

（作業床の端部等覆い）

要求性能墜落制止用器具
等の取付設備等

スレート等の屋根上の危
険の防止

昇降するための設備の設
置等

の ホツパー等の内部に
おける作業の制限

煮沸槽そう等への転落に
よる危険の防止

物体の落下による危険の
防止

の （ロープ高所作業）
作業計画

の （ロープ高所作業）
作業指揮者

内燃機関の使用禁止

酸欠 立入禁止

粉じん 呼吸用保護具の使用

石綿 事前調査

石綿 吹き付けられた石綿等
の除去等に係る措置
有機 第一種有機溶剤等又は
第二種有機溶剤等に係る設備

通路

の （フォークリフト）
運転位置から離れる場合の措置

の 関係請負人の講ずべ
き措置についての指導

型わく支保工についての
措置

物品揚卸口等についての
措置

足場についての措置

令 特定機械等

クレーン （クレーン）製造
許可
令 特定機械等

クレーン （移動式クレー
ン）定期自主検査

の （フォークリフト）
定期自主検査

雇入れ時等の教育

特別教育を必要とする業務

令 就業制限に係る業務

就業制限についての資格

クレーン （移動式クレー
ン）就業制限

総括研究報告書（三柴 丈典）

クレーン （玉掛け）就業
制限
酸欠 作業環境測定等

計画の届出等

労働者死傷病報告

（3）法第 20 条・第 21 条・第 22 条の関係政省令ごとの違反件数

クレーン則
クレーン則 の

クレーン則
ボイラー則

の

の
の
の
の

の
の
の

法第 条違反 関連政省令内訳
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の

の

の

の
の
の

法第 条違反 関連政省令内訳

石綿則

石綿則

酸欠則

粉じん則

有機則

法第 条違反 関連政省令内訳
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の

の

の

の
の
の

法第 条違反 関連政省令内訳

石綿則

石綿則

酸欠則

粉じん則

有機則

法第 条違反 関連政省令内訳

総括研究報告書（三柴 丈典）

三 横断的検討課題

1 森報告①（法定健診制度の在り

方）

森報告①は、安衛法の複数の条文を跨
ぐ横断的な検討課題のうち、法定健診制
度につき、一般健診と特殊健診を区分し、
それぞれの趣旨と概要を述べたうえ、運
用上の課題と解決の方向性を示している。
同報告では、
ア 一般健康診断に含まれる特定業務

従事者健診の位置づけが不明確であり、
有害物にばく露する業務などは、特殊健
診に位置づけ、標的臓器を明らかにして、
本人の健康管理と作業環境改善を図るべ
きこと、現在は特定業務とされている強
烈な騒音を発する屋内業務も特殊健診に
位置づけるべきこと、
イ 一般健診は、個々の労働者の健康

状態、資質と職務との適性を測る趣旨を
持つので、その健診項目については、脳
心臓疾患の発症リスクに関連するものに
特化すべきではなく、事業場の実情と労
働者をよく知る産業医の裁量によって加
除が可能となるようにすべきこと、また、
その意義に照らして、パートタイマーに
も対象を拡大すべきこと、加えて、受診
の時間が、特殊健診と同様に労働時間と
みなされるようにすべきこと、
ウ 現状、外部健診団体に健診を委託

している事業者が多いが、その運用上、
法定されている医師の判断による一部診
断項目の省略は困難なので、事業場にお
いて産業医等の専門家によってそのあり
方について検討して対応できるようにす

べきこと、
エ 現状、雇入れ時健診、定期健診項

目にある問診内容の決定は多分に担当医
の裁量に委ねられているが（昭和 年
月 日付け基発第 号の ）、その適
正を確保するための手続・手順を明らか
にすべきこと、同じく既往歴の聴取の内
容についても具体的な指針を設けるべき
こと、
オ 特殊健診は、危険有害な業務への

従事（危険有害な作業環境・条件への慢
性ばく露）による健康障害を防止するこ
とを目的としたものであり、両者の因果
関係に対して過不足を解消すべきこと、
よって、危険有害業務に「常時従事する」
という適用上の要件の拡張解釈により過
剰な健診が実施されてはならない一方、
作業環境測定等によるリスク評価では見
過ごされる健康障害の捕捉と対応も目的
としているため、それらの評価が良好だ
からといって容易に免除されるべきもの
ではないこと（そしてその趣旨は、既に
特別規則の中に盛り込まれていること）、
カ 安衛法では、職域で取り扱われる

全ての化学物質についてリスクアセスメ
ントが努力義務とされており、一部の物
質については義務とされているのに対し、
法令上、特殊健康診断の対象となってい
る物質は極めて限られており、本来、リ
スクアセスメントの結果を受けて、適宜、
自主的に行われるべき特殊健診がほとん
ど実施されていないことから、リスクに
応じた特殊健診の実施を努力義務ないし
義務とすべきこと、特に、揮発性の高い
物質や未規制物質、現行の特別規則の制
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定時からリスクに変化が生じた物質がも
たらすリスクを適切に反映した健診を実
施すべきこと、
キ 本来、適切に特殊健診を実施し、

その結果を受けた対応（作業環境改善等）
を行うには、危険有害業務・物質へのば
く露の推定と健康影響の双方の把握を的
確に実施する必要があるが、これまで、
ばく露推定の改善を図る科学的、政策的
取り組みがなされても、諸事情から、特
殊健診項目の修正は容易になされなかっ
た経緯があることも踏まえ、事業場にお
いて、産業の現場をよく知る産業医の判
断を踏まえた特殊健診項目の設計を図る
べきこと、
ク 現に多くの事業体の健診を受託し

ている健診機関の質的評価が、委託者に
よる選定に反映するよう促す仕組みを考
案すべきこと、
ケ 労働者には、本人が受診しなかっ

たことで疾病が増悪した場合に使用者を
免責した（：労働者側の受診を含めた健
康の自己管理責任を述べた）判例の示唆
も汲み、使用者による業務命令権の行使
も視野に、健診の受診を促すべきこと、
コ 健診制度の趣旨は、健診結果を一

般的な健康管理や特殊な健康管理に活用
して初めて実現されること、そのため、
法定健診の実施のほかに、一般健診と特
殊健診の両者について、健診結果の記録
（安衛法第 条の ）、診断結果の通知
（第 条の ）には罰則が設けられ（な
お、近年の安全衛生政策が重視する長時
間労働による脳心臓疾患を防止するため
の医師による面接指導にも罰則が設けら
れている）、その後の医師らへの意見聴取、

種々の事後措置と共に、本人による対応
への流れが促されていること、また、事
後措置については、事後措置指針に詳細
が定められ、履行の支援が図られている
こと、事後措置指針では、特殊健診を想
定して、作業環境測定の実施や施設・設
備の改善、作業方法の改善等が求められ
得る旨も示唆されていること、
サ 再検査や精密検査の法的位置づけ

は必ずしも明らかではなく、事後措置指
針によれば、保健指導（第 条の ）の
一環とも解され得るが、診断の確定等に
より疾病の早期発見やその後の健康管理
等に資することから、その必要がある労
働者には速やかに勧奨し、実施されるべ
きであり、要精密検査という健診結果を
本人に通知することは安全配慮義務の内
容となる旨の裁判例もあるが、現状、た
とえ実施されても、結果の確定まで時間
がかかり、それまでに就業上の配慮を講
ずべきか否かやその内容に迷う関係者も
多いので、労使協議により方針が決定さ
れ、確実かつ適正な実施が図られるよう
誘うべきこと、ただし、使用者が本人に
精密検査の受診を示唆したのに本人が応
じなかった等のケースでは、使用者の過
失責任は否定される場合が多く、前提条
件なしに民事上の実施義務が課されるわ
けではないこと、すなわち、裁判所は、
健康管理については特に、本人の自覚症
状が不可欠なものもあり、労使双方の自
発的努力がなければ機能しない旨を示唆
してきたこと、
シ 就業上の措置の適切な判断には、

ある程度の職場状況の把握、本人との面
談、その前提となる人員と経済的基盤が
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定時からリスクに変化が生じた物質がも
たらすリスクを適切に反映した健診を実
施すべきこと、
キ 本来、適切に特殊健診を実施し、

その結果を受けた対応（作業環境改善等）
を行うには、危険有害業務・物質へのば
く露の推定と健康影響の双方の把握を的
確に実施する必要があるが、これまで、
ばく露推定の改善を図る科学的、政策的
取り組みがなされても、諸事情から、特
殊健診項目の修正は容易になされなかっ
た経緯があることも踏まえ、事業場にお
いて、産業の現場をよく知る産業医の判
断を踏まえた特殊健診項目の設計を図る
べきこと、
ク 現に多くの事業体の健診を受託し

ている健診機関の質的評価が、委託者に
よる選定に反映するよう促す仕組みを考
案すべきこと、
ケ 労働者には、本人が受診しなかっ

たことで疾病が増悪した場合に使用者を
免責した（：労働者側の受診を含めた健
康の自己管理責任を述べた）判例の示唆
も汲み、使用者による業務命令権の行使
も視野に、健診の受診を促すべきこと、
コ 健診制度の趣旨は、健診結果を一

般的な健康管理や特殊な健康管理に活用
して初めて実現されること、そのため、
法定健診の実施のほかに、一般健診と特
殊健診の両者について、健診結果の記録
（安衛法第 条の ）、診断結果の通知
（第 条の ）には罰則が設けられ（な
お、近年の安全衛生政策が重視する長時
間労働による脳心臓疾患を防止するため
の医師による面接指導にも罰則が設けら
れている）、その後の医師らへの意見聴取、

種々の事後措置と共に、本人による対応
への流れが促されていること、また、事
後措置については、事後措置指針に詳細
が定められ、履行の支援が図られている
こと、事後措置指針では、特殊健診を想
定して、作業環境測定の実施や施設・設
備の改善、作業方法の改善等が求められ
得る旨も示唆されていること、
サ 再検査や精密検査の法的位置づけ

は必ずしも明らかではなく、事後措置指
針によれば、保健指導（第 条の ）の
一環とも解され得るが、診断の確定等に
より疾病の早期発見やその後の健康管理
等に資することから、その必要がある労
働者には速やかに勧奨し、実施されるべ
きであり、要精密検査という健診結果を
本人に通知することは安全配慮義務の内
容となる旨の裁判例もあるが、現状、た
とえ実施されても、結果の確定まで時間
がかかり、それまでに就業上の配慮を講
ずべきか否かやその内容に迷う関係者も
多いので、労使協議により方針が決定さ
れ、確実かつ適正な実施が図られるよう
誘うべきこと、ただし、使用者が本人に
精密検査の受診を示唆したのに本人が応
じなかった等のケースでは、使用者の過
失責任は否定される場合が多く、前提条
件なしに民事上の実施義務が課されるわ
けではないこと、すなわち、裁判所は、
健康管理については特に、本人の自覚症
状が不可欠なものもあり、労使双方の自
発的努力がなければ機能しない旨を示唆
してきたこと、
シ 就業上の措置の適切な判断には、

ある程度の職場状況の把握、本人との面
談、その前提となる人員と経済的基盤が
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必要となることを示唆する調査結果があ
るが、産業医選任が行われていない事業
場では現実にはあまり実現できていない
ので、その後押しが求められること、そ
の際には、事後措置指針にも記された関
係者間の連携、特に事業場の健康管理部
門と人事労務管理部門の連携、ライン管
理職による理解が鍵となること、もっと
も、裁判例からは、法第 条の に基づ
く就業上の措置の実施が直接的に労働契
約上の義務となって使用者に強制される
わけではなく、 次予防的な適正な労働
条件確保のほか、 次予防的な素因保有
者への配慮等が事案ごとの個別事情を汲
んだうえで安全配慮義務などと認められ
る傾向にあること、
ス 保健指導を担当する保健師の選任

につき法の定めがないため、事業場によ
るばらつきが大きいので、その事情に応
じた選任が図られるべきこと、
セ 事後措置指針では、高齢者医療確

保法に基づく特定保健指導の内容が安衛
法に基づく保健指導で活用されるよう促
しているが、現状では、医師や保健師が
特保を受けた事実を確実に知る仕組みも
ないので、両制度の連携に向けた対策が
講じられるべきこと、
ソ 行政が事業場における健診の実施

状況を把握し、その適正な実施を確保す
るための健診結果報告では、規則上の様
式で「医師の指示人数」として、健診の
結果、要医療、要精密検査等医師の指示
があった者の数を記入することになって
おり、これに基づき有所見率のデータが
算出されているが、現状ではその判断基
準は個々の医師の裁量に委ねられている

ため、データとしての客観性を担保する
ための基準を設けるべきこと、また、就
業上の措置区分に関する報告義務を設定
することで、健診制度の実効性を担保す
べきこと、
タ 派遣労働において、健診制度の実

効性を高めようとすると、健康状態の適
正把握と適切な就業制限により、却って
派遣切りを招くおそれがあるため、適切
な対策が講じられるべきこと、
等が示されている。

2 森報告②（化学物質管理制度の

在り方）

森報告②は、安衛法の複数の条文を跨
ぐ横断的な検討課題のうち、化学物質管
理につき、概要を述べたうえ、運用上の
課題と解決の方向性を示している。
同報告では、
ア 化学物質の危険有害性には、主に、

①引火・爆発性等の物理化学的危険性、
②人の健康への有害性、③環境生物への
有害性、④地球環境への有害性の 種類
があること、吸収経路には、経気道、経
口、経皮の 種類があり、こうして吸収
された化学物質は、物質ごとに特定の臓
器（標的臓器）に健康障害を発生させる
こと、物質へのばく露は、短時間多量か
ら長時間少量までさまざまで、その影響
には主に前者の直後に生じる急性影響、
主に後者により生じる慢性影響があり、
ばく露から時間を置いて生じる遅発性／
晩発性障害もあること、ばく露の主な低
減策には、①物質自体の危険有害性の排
除ないし最小化、②発散・拡散の抑制、
③作業方法や作業時間の調整、④保護具
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の着用、⑤健康影響を受け易い労働者の
配転、があり、主に①②が作業環境管理
に該当し、同じく③が作業管理、同じく
④⑤が健康管理に該当すること、本来的
には①②が優先されるべきだが、現実的
でない場合、多段階の対策を効果的かつ
効率的に実施する必要があり、その基盤
となるのがリスクアセスメントであるこ
と、また、その有効性のモニタリングを
行う必要があり、作業環境管理に対応す
るのが作業環境測定、作業管理に対応す
るのが個人ばく露測定、健康管理に対応
するのが生物学的モニタリング である
こと、
イ 化学物質管理に関する基本的な規

定は、安衛法第 条第 号（原材料、ガ
ス、蒸気、粉じん等による健康障害防止
措置）、第 条（労働者の対応義務）、第

条（労使の義務内容の省令による規定）
であり、第 条に基づく規則に安衛則の
ほか、特化則等の特別規則があること、
ウ 化学物質の危険有害性を国際的に

共通基準で評価するため、 年に国連
経済社会理事会で採択された決議が、「化
学物質の分類および表示に関する世界調
和システム（

）」（ ）であり、同システ
ムは、それを、①引火・爆発性等の物理
化学的危険性、②人の健康への有害性、

体内に摂取された有害物の量と、排泄
された量との関係が明らかな場合に、排
泄された物質の量を分析することによ
り、体内に蓄積された有害物の量を推定
する方法により、有害物へのばく露の程

③環境への有害性、の 種類に分類し、
それぞれレベル分けの基準を設けている
こと、
エ 安衛法は、GHS が危険有害性あり

と認めた化学物質を特定し、事業者の対

応を義務づける規制を設け、新規化学物

質の届出を義務づけて、不足分をカバー

しようとする方策を採っていること、こ

れは、事業者によるリスクアセスメント

を支援する仕組みとも言えること、すな

わち、化学物質管理の基本は、リスクの

大きさに応じた低減措置にあるところ、

リスクは、有害性×ばく露レベルで評価

され、このうち有害性は、SDS から読み

取ることになるので、安衛法は、第 1 段

階として、第 57条の 2 第 1 項で、政令指

定物質と第 56条第 1 項所定の製造許可物

質について、譲渡提供者に SDS の交付を

義務づけ（第 57 条では、ほぼ同じ要件を

充たす物質にラベル表示を義務づけ）、

第2段階として、安衛則第24条の15で、

厚労大臣が指定した特定危険有害化学物

質（GHS(JIS Z 7253)に従った化学物質

の分類上、危険有害性を有するもののう

ち第 1 段階の対象物質を除いたもので、

特化則の規制対象となる特化物などとは

異なる）等について、交付を努力義務と

しており、特定危険有害化学物質等は、

安衛則第 24 条の 14 が定める危険有害化

学物質等と概ね一致するので、SDS 交付

度を把握する手法（厚生労働省職場のあ
んぜんサイト
（

最終閲覧日： 年 月
日））。
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の着用、⑤健康影響を受け易い労働者の
配転、があり、主に①②が作業環境管理
に該当し、同じく③が作業管理、同じく
④⑤が健康管理に該当すること、本来的
には①②が優先されるべきだが、現実的
でない場合、多段階の対策を効果的かつ
効率的に実施する必要があり、その基盤
となるのがリスクアセスメントであるこ
と、また、その有効性のモニタリングを
行う必要があり、作業環境管理に対応す
るのが作業環境測定、作業管理に対応す
るのが個人ばく露測定、健康管理に対応
するのが生物学的モニタリング である
こと、
イ 化学物質管理に関する基本的な規

定は、安衛法第 条第 号（原材料、ガ
ス、蒸気、粉じん等による健康障害防止
措置）、第 条（労働者の対応義務）、第

条（労使の義務内容の省令による規定）
であり、第 条に基づく規則に安衛則の
ほか、特化則等の特別規則があること、
ウ 化学物質の危険有害性を国際的に

共通基準で評価するため、 年に国連
経済社会理事会で採択された決議が、「化
学物質の分類および表示に関する世界調
和システム（

）」（ ）であり、同システ
ムは、それを、①引火・爆発性等の物理
化学的危険性、②人の健康への有害性、

体内に摂取された有害物の量と、排泄
された量との関係が明らかな場合に、排
泄された物質の量を分析することによ
り、体内に蓄積された有害物の量を推定
する方法により、有害物へのばく露の程

③環境への有害性、の 種類に分類し、
それぞれレベル分けの基準を設けている
こと、
エ 安衛法は、GHS が危険有害性あり

と認めた化学物質を特定し、事業者の対

応を義務づける規制を設け、新規化学物

質の届出を義務づけて、不足分をカバー

しようとする方策を採っていること、こ

れは、事業者によるリスクアセスメント

を支援する仕組みとも言えること、すな

わち、化学物質管理の基本は、リスクの

大きさに応じた低減措置にあるところ、

リスクは、有害性×ばく露レベルで評価

され、このうち有害性は、SDS から読み

取ることになるので、安衛法は、第 1 段

階として、第 57条の 2 第 1 項で、政令指

定物質と第 56条第 1 項所定の製造許可物

質について、譲渡提供者に SDS の交付を

義務づけ（第 57 条では、ほぼ同じ要件を

充たす物質にラベル表示を義務づけ）、

第2段階として、安衛則第24条の15で、

厚労大臣が指定した特定危険有害化学物

質（GHS(JIS Z 7253)に従った化学物質

の分類上、危険有害性を有するもののう

ち第 1 段階の対象物質を除いたもので、

特化則の規制対象となる特化物などとは

異なる）等について、交付を努力義務と

しており、特定危険有害化学物質等は、

安衛則第 24 条の 14 が定める危険有害化

学物質等と概ね一致するので、SDS 交付

度を把握する手法（厚生労働省職場のあ
んぜんサイト
（

最終閲覧日： 年 月
日））。
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の努力義務の対象物質は、同規定により、

ラベル表示の努力義務の対象物質となり、

法第 28 条の 2が定めるリスクアセスメン

トの努力義務の対象ともなること、法第

57 条の 2 第 1 項にいう政令指定物質とは、

安衛法施行令第 18条の 2が定める同施行

令別表第 9 所定の物等であり、別表第 9
には 631 物質が掲げられ、同施行令別表

第 3 第 1 号が製造許可物質を定めており、

2021 年 1月 1 日時点では合計で 674物質

が交付義務対象とされ、リスクアセスメ

ントの義務（法第 57 条の 3 第 1項）の対

象物質と一致していること、他方、安衛

則第 24 条の 15 により厚労大臣が指定し

た特定危険有害化学物質は、化学物質の

うちGHS基準で危険有害性があるとされ

ている物質であって、交付義務対象物質

を除いたものであり、リスクアセスメン

トの努力義務（法第 28 条の 2）の対象物

質と一致していること、 
エ 安衛法は、①過去の健康障害事例、

②有害性、③以前からの引き継ぎ、に応

じて、化学物質を段階的に規制してきた

こと、そのうち最も厳しい規制は、製造

禁止（法第 55条。禁止対象物質は、黄燐

マッチ、ベンジジン等、施行令第 16 条に

定められていること）と製造許可（法第

56 条。許可対象物質は、ジクロルベンジ

ジン等、別表第 3 第 1 号に定められてい

ること）であること、次に厳しい規制は、

厚生労働省の サイトには、以下
のように以下のように記され、有害性の
程度は、（高）第一類＞第二類＞第三類
（低）と解されている。
第一類物質：がん等の慢性障害を引き

法第 27 条により定められた省令（安衛則

のほか、特化則、鉛則、四アルキル鉛則、

有機則などの特別衛生規則）による、施

行令で規定した物質を対象とする、3 ス

テップアプローチ（第 1 ステップ：有害

性の低い化学物質の使用などの本質的安

全化、第 2 ステップ：局所排気装置の設

置、保護具の装着などの衛生工学的措置、

第 3 ステップ：専門家の配置などの体制

づくり、教育指導などの人的措置の順で

リスクに対応する方法）などの諸措置の

事業者への義務づけであること、特別衛

生規則は、物質の名称や性質ごとに制定

されていること、異なる視点・軸で適用

対象が決められているため、例えば、発

がん性を持つ有機溶剤は特化則（対象物

質は施行令別表第 3 に規定）と有機則

（対象物質は施行令別表第 6 の 2 に規定）

とで競合関係（双方の適用にかかる場合

にも適用をいずれかに絞り、他者を排除

する処理）となること、 
オ 特化則は、主に発がん性物質を対

象としているが、その対象物質のうち第

1 類、第 2 類は、慢性ばく露による健康

障害が疑われる物質であり、第 3 類物質

は、酸、アルカリ、有毒ガスなど漏洩や

接触による急性中毒などがある物質であ

ること、 発がん性物質については、補

充的な規制が設けられていること43、す

なわち、特別規則で措置が設けられてい

起こす物質のうち、特に有害性が高く、
製造工程で特に厳重な管理（製造許可）
を必要とするもの
第二類物質：がん等の慢性障害を引き

起こす物質のうち、第１類物質に該当し
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ない物質のうち一部について、法第 28条

第 3 項に基づく指針（がん原性指針）が

設けられ、その対象は、法第 57 条の 4第

4 項（製造・輸入業者から新規化学物質

の届出があった場合、審査によって必要

と認められる場合、厚生労働大臣は、施

設設備の設置等所要の措置を届出人に勧

告できる旨の規定）による勧告か第 57条

の 5 第 1 項（がん原性物質の製造・輸入

業者や使用者に、厚生労働大臣が、有害

性調査を命じ得る旨の規定）による指示

の対象物質などとされていること、がん

原性指針には、ばく露低減措置、作業環

境測定、労働衛生教育、労働者の把握、

危険有害性等の表示と譲渡提供時の文書

交付等が記載されていること、 
カ 新規化学物質は、従来から産業界

で用いられてきた既存化学物質の対義語

で、その届出制度は、安衛法と、厚労

省・経産省・環境省の 3 省が所管する化

審法（化学物質の審査及び製造等の規制

に関する法律）に基づき行われているこ

と、化審法は、1968 年に起きたカネミ油

症事件で、難分解性・高濃縮性の PCB が

長期間人体内に蓄積して生じる健康障害

がクローズアップされたことを契機に制

定され、その後、高濃縮性ではないが、

長期毒性を持つトリクロロエチレン等を

想定した規制も行うようになったこと、

安衛法では、第 57条の 4で、製造中間体、

副生物、廃棄物を含む新規化学物質につ

ないもの
第三類物質：大量漏えいにより急性中

毒を引き起こす物質（厚生労働省の
サイト

き、製造・輸入業者に、安衛則第 34 条の

3 に基づき、変異原性試験、がん原性試

験等を適当な施設で実施するよう義務づ

けており、具体的な試験方法や適当な試

験施設に関する基準（後者の基準を安衛

法 GLP(Good Laboratory Practice)と呼

ぶ）も定められていること、また、法第

57 条の 4 第 2 項は、有害性調査の結果に

応じた健康障害防止措置、第 3 項は、届

け出られた新規化学物質の公表（官報に

よる）、学識経験者の意見を踏まえた事

業者への措置の勧告（施設・設備の設

置・整備、保護具の備え付け等）等を定

めていること、現下、法第 57条の 4 に基

づき届け出られた新規化学物質のうち強

い変異原性が認められた約1000の物質が、

既存化学物質でそれに該当する 237 物質

と共に、「強い変異原性が認められた化

学物質による健康障害を防止するための

指針（平成 5 年 5 月 17 日付け基発第 312
号）」に沿って、ばく露防止対策、作業

環境測定、労働衛生教育、ラベルの表

示・SDS の交付、記録の保存等の措置を

講ずべきとされていること、 
キ 産業現場で用いられることが多い

混合物については、その中にどの程度の

重量割合で当該化学物質が含有される場

合に、当該物質にかかる規制を適用する

か、すなわち裾切値を明確化する必要が

あり、現に、特化則と有機則は、ラベル

表示と SDS による通知（及びリスクアセ

最終閲覧日：
年 月 日）
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ない物質のうち一部について、法第 28条

第 3 項に基づく指針（がん原性指針）が

設けられ、その対象は、法第 57 条の 4第

4 項（製造・輸入業者から新規化学物質

の届出があった場合、審査によって必要

と認められる場合、厚生労働大臣は、施

設設備の設置等所要の措置を届出人に勧

告できる旨の規定）による勧告か第 57条

の 5 第 1 項（がん原性物質の製造・輸入

業者や使用者に、厚生労働大臣が、有害

性調査を命じ得る旨の規定）による指示

の対象物質などとされていること、がん

原性指針には、ばく露低減措置、作業環

境測定、労働衛生教育、労働者の把握、

危険有害性等の表示と譲渡提供時の文書

交付等が記載されていること、 
カ 新規化学物質は、従来から産業界

で用いられてきた既存化学物質の対義語

で、その届出制度は、安衛法と、厚労

省・経産省・環境省の 3 省が所管する化

審法（化学物質の審査及び製造等の規制

に関する法律）に基づき行われているこ

と、化審法は、1968 年に起きたカネミ油

症事件で、難分解性・高濃縮性の PCB が

長期間人体内に蓄積して生じる健康障害

がクローズアップされたことを契機に制

定され、その後、高濃縮性ではないが、

長期毒性を持つトリクロロエチレン等を

想定した規制も行うようになったこと、

安衛法では、第 57条の 4で、製造中間体、

副生物、廃棄物を含む新規化学物質につ

ないもの
第三類物質：大量漏えいにより急性中

毒を引き起こす物質（厚生労働省の
サイト

き、製造・輸入業者に、安衛則第 34 条の

3 に基づき、変異原性試験、がん原性試

験等を適当な施設で実施するよう義務づ

けており、具体的な試験方法や適当な試

験施設に関する基準（後者の基準を安衛

法 GLP(Good Laboratory Practice)と呼

ぶ）も定められていること、また、法第

57 条の 4 第 2 項は、有害性調査の結果に

応じた健康障害防止措置、第 3 項は、届

け出られた新規化学物質の公表（官報に

よる）、学識経験者の意見を踏まえた事

業者への措置の勧告（施設・設備の設

置・整備、保護具の備え付け等）等を定

めていること、現下、法第 57条の 4 に基

づき届け出られた新規化学物質のうち強

い変異原性が認められた約1000の物質が、

既存化学物質でそれに該当する 237 物質

と共に、「強い変異原性が認められた化

学物質による健康障害を防止するための

指針（平成 5 年 5 月 17 日付け基発第 312
号）」に沿って、ばく露防止対策、作業

環境測定、労働衛生教育、ラベルの表

示・SDS の交付、記録の保存等の措置を

講ずべきとされていること、 
キ 産業現場で用いられることが多い

混合物については、その中にどの程度の

重量割合で当該化学物質が含有される場

合に、当該物質にかかる規制を適用する

か、すなわち裾切値を明確化する必要が

あり、現に、特化則と有機則は、ラベル

表示と SDS による通知（及びリスクアセ

最終閲覧日：
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スメント）の規制の適用について、裾切

値を定めていること、ラベル表示につい

ては、人に対する変異原性・発がん性が

ある物質で0.1％、呼吸器感作性がある物

質（気体）で0.2％、人に対する生殖毒性

がある物質で0.3％、その他の有害性があ

る物質で 1％となっており、通知等につ

いては、概ねそれより低い（＝厳しい）

値となっていること、 
また、物質の性質に応じた分類もあり、

特化則では、第一類物質含有製剤などの

うち含量が重量の 1％を超えるものなど、

各類型に応じた基準を超えた場合に、当

該物質として扱う旨定めていること、有

機溶剤については、有機溶剤一般の健康

影響と特定の有機溶剤に特有の健康影響

とがあって、両者に対応するため、やや

複雑な基準を設けており、有害性は、

（高）第一種＞第二種＞第三種（低）の

区分を前提に、例えば、第一種有機溶剤

の合計の重量比が 5％を超えた場合には

第一種有機溶剤として取扱い、第二種有

機溶剤と第一種有機溶剤の合計が 5％を

超えた場合、第一種有機溶剤として取り

扱われる場合を除き、第二種有機溶剤と

して取り扱われる旨規定されていること、

特殊健診も、物質ごとの実施が予定され

ている場合、対象となる有機溶剤が 5％
を超えて含まれる場合、実施義務が生じ

ること（施行令第 22 条第 2 項、有機則第

29 条第 1 項、第 2 項）、 
ク 特別規則による規制外にも有害性

の高い物質が存在し、厚労省労働基準局

には、その対策の手順が存在すること、

すなわち、まず、「化学物質のリスク評

価に係る企画検討会（企画検討会）」で、

国のリスク評価方針の検討、主に国際が

ん研究機関（IARC）の区分（1→2A→

2B）に則って、発がん性の次に生殖毒性

等の順で、その対象物質の選定等を行う

こと、選定された物質のうち製造・取扱

量が 500kgを超えるものは、安衛則第 95
条の 6 の対象物質となり、所定の様式に

よる管轄労基署長への報告が義務づけら

れること、報告が出されると、「化学物

質のリスク評価検討会（リスク評価検討

会）」のもとで、所定の要領に基づき、

使用状況や文献検索などにより初期リス

ク評価が行われ、さらに必要があれば詳

細リスク評価が行われること、こうして、

物理化学的性状、有害性、ばく露状況、

ばく露労働者数等を要素として、リスク

の総合判断が行われること、そのうえで、

健康障害発生リスクのある作業について

は、「化学物質の健康障害防止措置に係

る検討会（防止措置検討会）」で、その

防止措置が検討され、特化則やがん原性

指針の改定などが行われてきたこと、ま

た、特殊健診項目の修正に際しては、主

に「化学物質の健康診断に関する専門委

員会」で検討されてきたこと、この手続

は 2005 年度から開始され、2019 年度ま

でに 220物質が報告対象となり、約 20物

質が特化則の規制対象となったこと、も

っとも、こうした従前のプロセスでは、

新規化学物質等によるリスクへの対応が

遅れがちなこと、捕捉されるハザードな

いしリスクに限界があること等を踏まえ、

近年開催された厚生労働省「職場におけ

る化学物質等の管理のあり方に関する検

討会」で、国によるGHS分類されたより

多くの物質について、よりスピーディー
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にラベル表示、SDS 交付等の対象とする

よう、積極的な方策が提言されたこと44、 
ケ 安衛法は、法規則による規定の有

効性を図ったり、法定外の対策を講じさ

せるため、従業員数 50人以上の事業場に

つき、衛生管理者、産業医の選任を義務

づけており、作業主任者と連携した対応

が望まれること、衛生管理者は、法第 10
条第 1 項各号所定の業務（危険・健康障

害防止措置、安全衛生教育、健診等健康

の保持増進措置、災害原因調査と再発防

止対策等）のうち衛生に関する技術的事

項の管理を担当することとなっているこ

と、産業医は、安衛則第 13 条第 1 項所定

の事項（健診とその結果に基づく健康確

保措置、長時間労働面接やその対象外の

者への類似の措置、ストレスチェックの

実施やその結果に基づく面接指導、その

結果に基づく健康確保措置、作業環境管

理、作業管理、他号が定めるもの以外の

健康管理、健康教育・相談、衛生教育、

健康障害原因の調査及び再発防止措置関

連事項等）で医学に関する専門知識を必

要とするものを担当することとなってい

ること、作業主任者は、法第 14 条により、

施行令第 6 条各号に定められた業務につ

いて、所要の技能講習修了者が選任され、

当該作業に従事する労働者の指揮等を行

うこととなっており、このうち第 18 号、

第 19号、第 20号、第 22号が、特化則、

鉛則、四アルキル鉛則、有機則関係とな

厚生労働省の サイト（資料①

、資料②

っていること、 
もっとも、彼らに法定外の自主管理を

行わせるには荷が重い面があるため、

「化学物質等による危険性又は有害性等

の調査等に関する指針」とその関係通達

が、事業場の実態に精通した当該事業場

の労働者のうちから、化学物質等の管理

の担当者（化学物質管理者）を指名して、

そうした業務を行わせることが望ましい

としていること（近年開催された厚生労

働省「職場における化学物質等の管理の

あり方に関する検討会」では、GHS 分類

済み危険有害物を製造し、又は取り扱う

業務に労働者を従事させる事業場では、

化学物質管理者を選任し、一定の業務を

担当させることを義務付ける旨提言した

（同検討会報告書（令和 3 年 7 月 19 日）

https://www.mhlw.go.jp/content/113030
00/000807679.pdf））、 

とはいえ、化学物質管理は専門性が高

く、欧米ではインダストリアルハイジニ

ストやオキュペイショナルハイジニスト

といった高度専門資格が設定されており、

日本でも作業環境測定士協会を事務局と

して認定オキュペイショナルハイジニス

トの育成と資格認定制度が開始されたが、

2019年 10 月時点で 45 名しか登録されて

いなかったこと、 
コ 化学物質対策では、基本的に慢性

ばく露対策が基本となり、それには有害

性の低い物質への代替などの本質的対策

、検討会報告書

いずれも最終閲覧日： 年
月 日）
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にラベル表示、SDS 交付等の対象とする

よう、積極的な方策が提言されたこと44、 
ケ 安衛法は、法規則による規定の有

効性を図ったり、法定外の対策を講じさ

せるため、従業員数 50人以上の事業場に

つき、衛生管理者、産業医の選任を義務

づけており、作業主任者と連携した対応

が望まれること、衛生管理者は、法第 10
条第 1 項各号所定の業務（危険・健康障

害防止措置、安全衛生教育、健診等健康

の保持増進措置、災害原因調査と再発防

止対策等）のうち衛生に関する技術的事

項の管理を担当することとなっているこ

と、産業医は、安衛則第 13 条第 1 項所定

の事項（健診とその結果に基づく健康確

保措置、長時間労働面接やその対象外の

者への類似の措置、ストレスチェックの

実施やその結果に基づく面接指導、その

結果に基づく健康確保措置、作業環境管

理、作業管理、他号が定めるもの以外の

健康管理、健康教育・相談、衛生教育、

健康障害原因の調査及び再発防止措置関

連事項等）で医学に関する専門知識を必

要とするものを担当することとなってい

ること、作業主任者は、法第 14 条により、

施行令第 6 条各号に定められた業務につ

いて、所要の技能講習修了者が選任され、

当該作業に従事する労働者の指揮等を行

うこととなっており、このうち第 18 号、

第 19号、第 20号、第 22号が、特化則、

鉛則、四アルキル鉛則、有機則関係とな

厚生労働省の サイト（資料①

、資料②

っていること、 
もっとも、彼らに法定外の自主管理を

行わせるには荷が重い面があるため、

「化学物質等による危険性又は有害性等

の調査等に関する指針」とその関係通達

が、事業場の実態に精通した当該事業場

の労働者のうちから、化学物質等の管理

の担当者（化学物質管理者）を指名して、

そうした業務を行わせることが望ましい

としていること（近年開催された厚生労

働省「職場における化学物質等の管理の

あり方に関する検討会」では、GHS 分類

済み危険有害物を製造し、又は取り扱う

業務に労働者を従事させる事業場では、

化学物質管理者を選任し、一定の業務を

担当させることを義務付ける旨提言した

（同検討会報告書（令和 3 年 7 月 19 日）

https://www.mhlw.go.jp/content/113030
00/000807679.pdf））、 

とはいえ、化学物質管理は専門性が高

く、欧米ではインダストリアルハイジニ

ストやオキュペイショナルハイジニスト

といった高度専門資格が設定されており、

日本でも作業環境測定士協会を事務局と

して認定オキュペイショナルハイジニス

トの育成と資格認定制度が開始されたが、

2019年 10 月時点で 45 名しか登録されて

いなかったこと、 
コ 化学物質対策では、基本的に慢性

ばく露対策が基本となり、それには有害

性の低い物質への代替などの本質的対策

、検討会報告書

いずれも最終閲覧日： 年
月 日）
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（3 ステップアプローチでいう第 1 ステ

ップ）が理想だが、知識、技術、コスト、

産業利益などとの関係から困難なことも

多いため、リスクアセスメントを行い、

評価したリスクの程度に応じた対策の優

先順位付けを行い、再評価により見いだ

された残存リスクには追加対策を行うべ

きで、この際の対策では、上記の本質的

対策のほか、局所排気装置の設置等の工

学的対策、保護具の着用、教育訓練等の

第 2 ステップ、第 3 ステップも検討され

るべきこと、もっとも、それでも見逃さ

れるばく露等に対応するため、健診を実

施して、リスク評価結果と照合すべきこ

と、 
化学物質による健康障害リスクの許容

レベルとして重視されているのが、日本

産業衛生学会が公表してきた許容濃度で

あり、「労働者が１日８時間、週 40 時間

程度、肉体的に激しくない労働強度で有

害物質に曝露された場合に、当該有害物

質の平均濃度がこの数値以下であれば、

ほとんどすべての労働者に健康上の悪い

影響がみられないと判断される濃度」と

定義されていること、 
このような基本的対策は、ほんらい、

有害性のある全ての化学物質について行

うべきであり、法第 22条は、そのような

趣旨で一般的な定めを置いていること、

特別衛生規則は、より健康障害発生リス

クが高い化学物質に対して、リスク管理

のための詳細な規定を設けているのであ

って、その規制を外れれば対応不要とい

うわけではなく、がん原性指針は、そう

した趣旨もあって設けられたこと、 
サ リスクアセスメントは、危険有害

性がある全ての化学物質について実施す

べきだが、現行法は、物質ごとに規制の

強度を分けており、先ず、第 57 条第 1項

所定の製造許可物質および第 57 条の 2第

1 項所定の政令指定物質の対象となる物

質（2021 年 1 月 1 日時点で両者合わせて

674 物質）について、法第 57 条の 3 第 1
項で、実施を義務づけ、第 2 項で、その

結果に基づく法令上の措置（衛生基準の

実施）を義務づけ（＊既存の義務規定に

連結する趣旨）、その他必要な健康障害

防止措置を努力義務としていること、次

に、安衛法第 28 条の 2 で、危険有害性を

有するすべての化学物質に対してリスク

アセスメントの実施を努力義務とし、そ

の結果に基づく法令上の措置（衛生基準

の実施）を義務づけ（＊既存の義務規定

に連結する趣旨）、その他必要な健康障

害防止措置を努力義務としたうえで、当

初は同条、法第 57条の 3が新設されると、

その第 3 項に基づき、化学物質に特化し

た指針（「化学物質等による危険性又は

有害性等の調査等に関する指針」（基発

0918 第 3 号平成 27 年 9 月 18 日）（以

下、「化学物質リスクアセスメント指針」

とも言う））が発出されたこと、この指

針は、リスクアセスメントからリスク低

減措置の実施までの一連の措置の基本的

な考え方及び具体的な手順の例を示すと

ともに、これらの措置の実施上の留意事

項を定めたものであること、リスクアセ

スメントの実施時期については、安衛法

第 57 条の 3第 1 項所定のリスクアセスメ

ントの義務にかかる安衛則第 34 条の 2の

7 が、原材料や作業方法の変更が生じた

際や化学物質情報の変化が生じた際を規
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定しており、いわゆる「変更の管理」を

求めていること、他方、安衛法第 28 条の

2 第 1 項所定のリスクアセスメントの努

力義務にかかる安衛則第 24 条の 11 も、 
同様の規定を置いていること、もっとも、

リスクアセスメントの本来目的に照らせ

ば、新たにそれを実施する際には、全て

のリスク要因を対象とすべきこと、 
シ 化学物質のリスクアセスメントの

第一歩となる有害性の確認に際して、国

際的な統一化を図るために2003年に国連

経済社会理事会で推進決議が採択された

のが、「化学物質の分類および表示に関

する世界調和システム（The Globally 
Harmonized System of Classification 
and Labelling of Chemicals）」(GHS)で
あること、GHS は、危険有害性の類型ご

とのレベル分けの基準やラベル、SDS の

内容の統一化を図るルールを示すもので

（従って、実際の分類は国ごとに行われ

ることになる）、ラベル等での情報伝達

手段として、絵表示（ピクトグラム）を

用いたり、取扱い上の奨励措置も示して

いること、有害性の性質は、引火・爆発

性等の物理化学的危険性、人の健康への

有害性、環境への有害性の 3 種に分かれ、

それぞれについて危険有害性の分類基準

が示されていること、SDS（化学物質等

安 全 性 デー タシ ー ト（ Safety Data 
Sheet））は、化学物質やそれを含む混

体内に摂取された有害物の量と、排泄
された量との関係が明らかな場合に、排
泄された物質の量を分析することによ
り、体内に蓄積された有害物の量を推定
する方法により、有害物へのばく露の程

合物の譲渡提供者が、その危険有害性や

取扱い方法等の情報を相手先に提供する

ための文書であり、物質の名称や、物理

化学的性質、危険性、有害性（安衛法上

の危険性、有害性については、表 2 を参

照されたい）、曝露した際の応急措置、

取扱・保管・廃棄方法などが記載される

べきこととされていること、対象となる

危険物・有害物は、施行令、安衛則等に

定められていること、 
ラベル表示と SDS 交付について、安衛

法は、第 1 段階として、第 57 条と第 57
条の 2第 1 項で、政令指定物質と第 56 条

第 1 項所定の製造許可物質について、譲

渡提供者にラベル表示と SDS の交付を義

務づけ、第 2 段階として、安衛則第 24条

の 14 と 15 で、厚労大臣が指定した危険

有害化学物質（GHS に従って化学物質を

分類したときに、危険有害性を有するも

ののうち第 1 段階の対象物質を除いたも

の）等について、交付を努力義務として

いる（同時に、法第 28 条の 2 が定めるリ

スクアセスメントの努力義務の対象とも

なる）こと、 
ス 適切にリスクアセスメントを行う

には、物質の有害性情報と共に、労働者

のばく露状況の評価が必要となり、その

推定方法として、作業環境測定、個人ば

く露測定、生物学的モニタリング45があ

ること、それぞれに対応する基準値とし

度を把握する手法（厚生労働省職場のあ
んぜんサイト
（

最終閲覧日： 年 月
日））。
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定しており、いわゆる「変更の管理」を

求めていること、他方、安衛法第 28 条の

2 第 1 項所定のリスクアセスメントの努

力義務にかかる安衛則第 24 条の 11 も、 
同様の規定を置いていること、もっとも、

リスクアセスメントの本来目的に照らせ

ば、新たにそれを実施する際には、全て

のリスク要因を対象とすべきこと、 
シ 化学物質のリスクアセスメントの

第一歩となる有害性の確認に際して、国

際的な統一化を図るために2003年に国連

経済社会理事会で推進決議が採択された

のが、「化学物質の分類および表示に関

する世界調和システム（The Globally 
Harmonized System of Classification 
and Labelling of Chemicals）」(GHS)で
あること、GHS は、危険有害性の類型ご

とのレベル分けの基準やラベル、SDS の

内容の統一化を図るルールを示すもので

（従って、実際の分類は国ごとに行われ

ることになる）、ラベル等での情報伝達

手段として、絵表示（ピクトグラム）を

用いたり、取扱い上の奨励措置も示して

いること、有害性の性質は、引火・爆発

性等の物理化学的危険性、人の健康への

有害性、環境への有害性の 3 種に分かれ、

それぞれについて危険有害性の分類基準

が示されていること、SDS（化学物質等

安 全 性 デー タシ ー ト（ Safety Data 
Sheet））は、化学物質やそれを含む混

体内に摂取された有害物の量と、排泄
された量との関係が明らかな場合に、排
泄された物質の量を分析することによ
り、体内に蓄積された有害物の量を推定
する方法により、有害物へのばく露の程

合物の譲渡提供者が、その危険有害性や

取扱い方法等の情報を相手先に提供する

ための文書であり、物質の名称や、物理

化学的性質、危険性、有害性（安衛法上

の危険性、有害性については、表 2 を参

照されたい）、曝露した際の応急措置、

取扱・保管・廃棄方法などが記載される

べきこととされていること、対象となる

危険物・有害物は、施行令、安衛則等に

定められていること、 
ラベル表示と SDS 交付について、安衛

法は、第 1 段階として、第 57 条と第 57
条の 2第 1 項で、政令指定物質と第 56 条

第 1 項所定の製造許可物質について、譲

渡提供者にラベル表示と SDS の交付を義

務づけ、第 2 段階として、安衛則第 24条

の 14 と 15 で、厚労大臣が指定した危険

有害化学物質（GHS に従って化学物質を

分類したときに、危険有害性を有するも

ののうち第 1 段階の対象物質を除いたも

の）等について、交付を努力義務として

いる（同時に、法第 28 条の 2 が定めるリ

スクアセスメントの努力義務の対象とも

なる）こと、 
ス 適切にリスクアセスメントを行う

には、物質の有害性情報と共に、労働者

のばく露状況の評価が必要となり、その

推定方法として、作業環境測定、個人ば

く露測定、生物学的モニタリング45があ

ること、それぞれに対応する基準値とし

度を把握する手法（厚生労働省職場のあ
んぜんサイト
（

最終閲覧日： 年 月
日））。
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て、管理濃度、許容濃度、生物学的ばく

露指標があること、 
このうち許容濃度の定義は上述した通

りだが、日本産業衛生学会が公表するも

ののほか、米国の ACGIH（American 
Conference of Governmental Industrial 
Hygienists： アメリカ合衆国産業衛生専

門官会議）が公表する TLV、ドイツの

DFG （ Deutsche 
Forschungsgemeinschaft：ドイツ学術振

興会）が公表する MAK などがあること、

個人曝露測定がモニタリングの基本とな

っている国では、許容濃度が規制値とさ

れ る こ と が 多 く 、 米 国 OSHA の

PEL(permissible exposure limits)などが

それに該当すること、許容濃度は、基本

的に、過去の災害事例や動物実験データ

などから理論的な無毒性量（NOAEL）

を割り出し、個体差等を考慮するための

安全係数を加味して決定するので、採用

する知見や安全係数の選択などで差が生

じるし、当然に新たな科学的知見の影響

も受けること、物質によっては、短期間

ばく露（15 分間の時間加重平均（時間荷

重平均（TWA：Time Weighted Average）
＝濃度×持続時間／総時間数で算出され

る。その範囲内にあれば、ほとんどの労

働者に悪影響が生じない値を得るため、

適当な時間の平均を算出することで得ら

れる）））や天井値（どの時点でも超え

てはならない値）を設定することがある

こと、 
管理濃度とは、作業環境管理のため、

作業環境測定結果に基づき管理区分を決

定するための指標であり、学会等の示す

許容濃度等や各国のばく露規制等のほか、

現実的な技術的実行可能性等も踏まえつ

つ、本来目的に沿うよう行政的見地から

設定されるものであること、従って、そ

の対象は、作業環境測定が義務づけられ

た物質となっており、作業環境評価基準

の別表に記載され、適宜追加・見直しが

図られていること、 
生物学的ばく露指標とは、その範囲内

にあれば、ほとんど全ての労働者に健康

上の悪影響がみられないと判断される生

物学的モニタリング値（：尿中代謝物や

血液等に占める物質の濃度）のことであ

り、個人ばく露の許容濃度に対応してい

ること、したがって、許容濃度を勧告し

ている前述のような団体が提供しており、

日本産業衛生学会では「生物学的許容

値 」 、 ACGIH で は 「 Biological 
Exposure Indices(BEI) 」、 DFG では

「Biological Tolerance Value(BAT)」を

公表していること、日本では、有機則で

有機溶剤等健診結果報告書、鉛則で鉛健

診結果報告書に分布 1～3の値が示されて

おり、分布 3 が生物学的曝露指標に相当

するとされていること、 
セ 化学物質管理におけるリスクにつ

いて、ハザードは SDS から当該物質の

GHS 分類を読み取れるが、災害発生確率

は、測定・推計した曝露量を許容濃度等

の基準値と比較して割り出すこと、許容

濃度等の基準値は SDS に記載されている

こと、ばく露推定には、定量的方法と定

性的方法があり、このうち定量的方法に

は、作業環境測定、個人ばく露測定、生

物学的モニタリングの 3 種があること、 
セ 作業環境測定は、作業環境管理の

一環であり、安衛法第 2 条で、「作業環
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境の実態を把握するため空気環境その他

の作業環境について行うデザイン、サン

プリング及び分析のこと」と、体系的な

内容の定義がなされていること、日本で

は、個人ばく露測定が法的に義務づけら

れていないため、どうしても、定量的な

作業環境測定に比重が置かれがちとなる

こと、 
測定対象となる場所については、安衛

法第 65 条第 1 項に基づき、施行令第 21
条に規定されていること、化学物質関係

では、第 7 号が特化物、第 8 号が鉛、第

10 号が有機溶剤にかかる屋内作業場等を

規定していること、また、各特別規則に

も測定の章が設けられ、測定の対象業務

から頻度、記録すべき項目、保存期間等

諸々が規定されていること、作業環境測

定の質的担保のため、作業環境測定法が、

作業環境測定士や同測定機関について定

めていること、 
石﨑報告で示されている通り、作業環

境評価基準により、実施されるべきとさ

れている測定には、以下の 4 種類がある

こと、 
A 測定：単位作業場所の平均的な環境

を調べるために、単位作業場内につき 6
ｍ以内の等間隔で 5 点以上の格子点で測

定 
B 測定：ハザードの時間的・空間的な

偏在や労働者の移動等を前提に、作業者

が呼吸可能性がある中で最も濃度が高く

なると考えられる点で測定 
C 測定と D 測定は個人サンプリング法

であり、両者の関係は、A 測定と B 測定

の関係に近く、平均と特定の関係にある

こと、 

C 測定：健康障害のリスクが高く、管

理濃度が低く設定されている低管理濃度

特定化学物質や有機溶剤を対象に、作業

者の動きで呼吸域の濃度が変わるような

条件で、複数の労働者に長時間サンプラ

ーを付けてサンプリングを行う測定 
D 測定：発散源が作業者と共に移動す

るような条件で、発散源に近い場所で濃

度が最も高い時間に行う測定 
評価値には、次の 2 種類があること、 
第 1 評価値：作業場をカバーする所定

の測定点の実測値の高濃度側から 5％に

当たる濃度 
第 2 評価値：単位作業場所における気

中有害物質の算術平均濃度の推定値 
表 3 に示すように、作業環境評価基準

では、A 測定のみ実施する場合、第 1 評

価値が管理濃度に充たない場合が第 1 管

理区分、 
評価結果（管理状態の良し悪し）を示

す管理区分には、以下の 3 種があること、 
第 1 管理区分：当該単位作業場所のほ

とんど(九五％以上)の場所で気中有害物

質の濃度が管理濃度を超えない状態であ

り、作業環境管理が適切であると判断さ

れる状態 
第 2 管理区分：当該単位作業場所の気

中有害物質の濃度の平均が管理濃度を超

えない状態であるが、第一管理区分に比

べ、作業環境管理になお改善の余地があ

ると判断される状態 
第 3 管理区分：当該単位作業場所の気

中有害物質の濃度の平均が管理濃度を超

える状態であり、作業環境管理が適切で

ないと判断される状態 
なお、第 1 評価値は管理濃度を超える
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境の実態を把握するため空気環境その他

の作業環境について行うデザイン、サン

プリング及び分析のこと」と、体系的な

内容の定義がなされていること、日本で

は、個人ばく露測定が法的に義務づけら

れていないため、どうしても、定量的な

作業環境測定に比重が置かれがちとなる

こと、 
測定対象となる場所については、安衛

法第 65 条第 1 項に基づき、施行令第 21
条に規定されていること、化学物質関係

では、第 7 号が特化物、第 8 号が鉛、第

10 号が有機溶剤にかかる屋内作業場等を

規定していること、また、各特別規則に

も測定の章が設けられ、測定の対象業務

から頻度、記録すべき項目、保存期間等

諸々が規定されていること、作業環境測

定の質的担保のため、作業環境測定法が、

作業環境測定士や同測定機関について定

めていること、 
石﨑報告で示されている通り、作業環

境評価基準により、実施されるべきとさ

れている測定には、以下の 4 種類がある

こと、 
A 測定：単位作業場所の平均的な環境

を調べるために、単位作業場内につき 6
ｍ以内の等間隔で 5 点以上の格子点で測

定 
B 測定：ハザードの時間的・空間的な

偏在や労働者の移動等を前提に、作業者

が呼吸可能性がある中で最も濃度が高く

なると考えられる点で測定 
C 測定と D 測定は個人サンプリング法

であり、両者の関係は、A 測定と B 測定

の関係に近く、平均と特定の関係にある

こと、 

C 測定：健康障害のリスクが高く、管

理濃度が低く設定されている低管理濃度

特定化学物質や有機溶剤を対象に、作業

者の動きで呼吸域の濃度が変わるような

条件で、複数の労働者に長時間サンプラ

ーを付けてサンプリングを行う測定 
D 測定：発散源が作業者と共に移動す

るような条件で、発散源に近い場所で濃

度が最も高い時間に行う測定 
評価値には、次の 2 種類があること、 
第 1 評価値：作業場をカバーする所定

の測定点の実測値の高濃度側から 5％に

当たる濃度 
第 2 評価値：単位作業場所における気

中有害物質の算術平均濃度の推定値 
表 3 に示すように、作業環境評価基準

では、A 測定のみ実施する場合、第 1 評

価値が管理濃度に充たない場合が第 1 管

理区分、 
評価結果（管理状態の良し悪し）を示

す管理区分には、以下の 3 種があること、 
第 1 管理区分：当該単位作業場所のほ

とんど(九五％以上)の場所で気中有害物

質の濃度が管理濃度を超えない状態であ

り、作業環境管理が適切であると判断さ

れる状態 
第 2 管理区分：当該単位作業場所の気

中有害物質の濃度の平均が管理濃度を超

えない状態であるが、第一管理区分に比

べ、作業環境管理になお改善の余地があ

ると判断される状態 
第 3 管理区分：当該単位作業場所の気

中有害物質の濃度の平均が管理濃度を超

える状態であり、作業環境管理が適切で

ないと判断される状態 
なお、第 1 評価値は管理濃度を超える
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が、第 2 評価値（単位作業場所における

気中有害物質の算術平均濃度の推定値）

は管理濃度以下の場合が第 2 管理区分、

平均値が管理濃度を超える場合が第 3 管

理区分となること、 
要するに、測定値の大小に惑わされず、

測定値の時間的、場所的なばらつきを適

切に捉えつつ、リスクを適正に評価する

ため、測定値の評価（第 1 評価、第 2 評

価）には、単純平均ではなく、平均・標

準偏差をそれぞれ対数化（桁数で示す）

した幾何平均・幾何標準偏差を用いられ

ていること、 
B 測定を用いる場合、それが 1 箇所で

の最大値を測るものなので、A 測定によ

る第 1 評価値とを組み合わせた評価とな

り、第 1 評価値と B 測定値の双方が管理

濃度に充たない場合を第 1 管理区分とし、

第 2 評価値が管理濃度以下で B 測定値が

管理濃度の1.5倍以下である場合を第2管
理区分、第 2 評価値が管理濃度を超える

か B 測定値が管理濃度の 1.5 倍を超える

場合を第 3 管理区分とすること、 
個人サンプリング法を用いる場合には、

C 測定→A 測定、D 測定→B 測定と読み

替えて評価すること、 
ソ 個人ばく露測定とは、個人の曝露

量の定量的な推定であり、許容濃度を規

制値としている国では化学物質にかかる

リスクアセスメントの基本的手法となっ

、検討会報告書

いずれも最終閲覧日： 年

ているが、日本では規制値とされていな

いため、作業環境測定が基本的手法とさ

れていること（この点は、近年開催され

た厚生労働省「職場における化学物質等

の管理のあり方に関する検討会」で、リ

スクアセスメントに、（仮称）ばく露限

界値を充たしているか否かの評価を含め

る方向付けが図られた46）、個人ばく露

測定ならば、屋外作業場での曝露評価も

可能であるなどメリットも多く、日本産

業衛生学会産業衛生技術部会は、平成 27
年 1 月にガイドラインを公表しているこ

と、個人ばく露測定にも、デザイン、サ

ンプリング、分析の 3 段階があり、この

うちデザインでは、やはり全労働者のば

く露測定ではなく、サンプルとなる 5 点

以上から成る「同等ばく露グループ」を

設置して測定することとなること、測定

時間は 8 時間／シフトが原則だが、 ば

く露の日間変動や作業者の場所の移動が

あるので、サンプルはランダムに選択す

る必要があること、労働者に携帯させる

サンプラーがその負担とならないように

配慮する必要があること、サンプリング

は、作業者の呼吸域に近い場所で行う必

要があること、機器にはパッシブサンプ

ラーとクティブサンプラー、ローボリュ

ームサンプラーとハイボリュームサンプ

ラー といった種類があるので、条件や

用途に応じた使い分けが必要となること、 

月 日）
パッシブサンプラーは、サンプラーを

吊るすなど放置しておく方法で、アクテ
ィブ法は、積極的に空気中の物質を吸引
して吸着させる方法であり、ローボリュ
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タ 労働衛生分野の生物学的モニタリ
ングは、「労働の場において、有害因子に
曝露している労働者の尿、血液等の生体
試料中の当該有害物質濃度、その有害物
の代謝物濃度、または、予防すべき影響
の発生を予測・警告できるような影響の
大きさを測定すること」と定義されてお
り（日本産業衛生学会）、要するに、採取
された生体試料中の化学物質やその代謝
物（変換したもの）から作業者のばく露
レベルを推定したり（ばく露モニタリン
グ）、作業環境中の化学物質の定量分析か
ら、作業者のばく露レベル等を評価する
もの（影響モニタリング）だが、一般的
にはばく露モニタリングを指すこと、
日本では、平成元年の有機則及び鉛則

の改正から法に基づき実施されるように
なったこと、
生物学的モニタリングの生体試料とし

ては、尿、血液、呼気、毛髪などが用い
られるが、安衛法令に基づくモニタリン
グでは、尿中代謝物検査が用いられてい
ること、化学物質の代謝経路は複線的で、
測定対象とする代謝物は、それが占める
割合、測定の容易さ、特異性などを考慮
して決定されること、このうち特異性は、
他の化学物質へのばく露や食事等の影響
からの差別化を意味すること、化学物質
やその代謝物は、ばく露の一定期間後に
体内で濃度がピークに達して徐々に減じ
るが、そのスピードが物質によって異な
るため、一般的に半減期が重要な指標と

ームエアサンプラーは、時間をかけて一
定の空気を採取する測定方式で、中高濃
度用であり、ハイボリュームエアーサン

され、（ばく露後に）試料採取を行うタイ
ミングが計られていること、保護具を着
用していてもこの値が高い場合、保護具
の着用方法に問題がある可能性が窺われ
ること、他の測定方法の値が低いのに、
この値が高い場合、他の測定方法が不適
切だったり、作業以外でのばく露が疑わ
れること、
チ 化学物質への慢性ばく露のリスク

の見積もりは、前述の通り、健康障害の
重篤度（≒物質の有害性）と健康障害の
発生可能性（≒ばく露推定値と許容濃度
の対比）から行われ、後者には作業環境
測定や個人ばく露測定が必要になるが、
全ての場合での実施は難しいので、
で開発された のコントロール・バン
ディング法（ばく露レベルを、使用量と
沸点から推定される揮発性／粉体につい
ては飛散性だけで評価する方法）などの
簡易評価法が開発され、化学物質リスク
アセスメント指針（「化学物質等による危
険性又は有害性等の調査等に関する指針」
（基発 第 号平成 年 月 日））
にも定められていること、この指針に定
められた多数のリスクの見積法のうち一
般的なのは、物質の有害性と作業環境測
定から判明した物質の気中濃度等とその
物質のばく露限界等を対比する方法（
（ ）イの（ア））、化学物質を実測せず、
その排出量と物質の性状等から環境中濃
度を推定するための方程式等に基づいて
算出する数理モデル（ （ ）イの（イ））

プラーは、短時間で多くの空気を採取す
ることができる測定装置で、ろ紙が目詰
まりし易いため、低濃度用である。
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タ 労働衛生分野の生物学的モニタリ
ングは、「労働の場において、有害因子に
曝露している労働者の尿、血液等の生体
試料中の当該有害物質濃度、その有害物
の代謝物濃度、または、予防すべき影響
の発生を予測・警告できるような影響の
大きさを測定すること」と定義されてお
り（日本産業衛生学会）、要するに、採取
された生体試料中の化学物質やその代謝
物（変換したもの）から作業者のばく露
レベルを推定したり（ばく露モニタリン
グ）、作業環境中の化学物質の定量分析か
ら、作業者のばく露レベル等を評価する
もの（影響モニタリング）だが、一般的
にはばく露モニタリングを指すこと、
日本では、平成元年の有機則及び鉛則

の改正から法に基づき実施されるように
なったこと、
生物学的モニタリングの生体試料とし

ては、尿、血液、呼気、毛髪などが用い
られるが、安衛法令に基づくモニタリン
グでは、尿中代謝物検査が用いられてい
ること、化学物質の代謝経路は複線的で、
測定対象とする代謝物は、それが占める
割合、測定の容易さ、特異性などを考慮
して決定されること、このうち特異性は、
他の化学物質へのばく露や食事等の影響
からの差別化を意味すること、化学物質
やその代謝物は、ばく露の一定期間後に
体内で濃度がピークに達して徐々に減じ
るが、そのスピードが物質によって異な
るため、一般的に半減期が重要な指標と

ームエアサンプラーは、時間をかけて一
定の空気を採取する測定方式で、中高濃
度用であり、ハイボリュームエアーサン

され、（ばく露後に）試料採取を行うタイ
ミングが計られていること、保護具を着
用していてもこの値が高い場合、保護具
の着用方法に問題がある可能性が窺われ
ること、他の測定方法の値が低いのに、
この値が高い場合、他の測定方法が不適
切だったり、作業以外でのばく露が疑わ
れること、
チ 化学物質への慢性ばく露のリスク

の見積もりは、前述の通り、健康障害の
重篤度（≒物質の有害性）と健康障害の
発生可能性（≒ばく露推定値と許容濃度
の対比）から行われ、後者には作業環境
測定や個人ばく露測定が必要になるが、
全ての場合での実施は難しいので、
で開発された のコントロール・バン
ディング法（ばく露レベルを、使用量と
沸点から推定される揮発性／粉体につい
ては飛散性だけで評価する方法）などの
簡易評価法が開発され、化学物質リスク
アセスメント指針（「化学物質等による危
険性又は有害性等の調査等に関する指針」
（基発 第 号平成 年 月 日））
にも定められていること、この指針に定
められた多数のリスクの見積法のうち一
般的なのは、物質の有害性と作業環境測
定から判明した物質の気中濃度等とその
物質のばく露限界等を対比する方法（
（ ）イの（ア））、化学物質を実測せず、
その排出量と物質の性状等から環境中濃
度を推定するための方程式等に基づいて
算出する数理モデル（ （ ）イの（イ））

プラーは、短時間で多くの空気を採取す
ることができる測定装置で、ろ紙が目詰
まりし易いため、低濃度用である。

総括研究報告書（三柴 丈典）

であること、物質の有害性の程度につい
ては、指針の別紙 に による分類
（ ～ まで）が例示されていること、作
業環境測定や個人ばく露測定から推定し
たばく露の程度は、許容濃度との関係で、
Ⅴ：測定値＞許容濃度からⅠ：許容濃度
× ≧測定値まで 段階で評価されて
いること、ただし、場所や移動などの前
提条件の違いを考慮して、測定はランダ
ムに 点以上で行われるので、日本産業
衛生学会の「化学物質の個人曝露測定の
ガイドライン」では、算術平均値（ ）
と対数正規分布（この点については、石
﨑報告書の要約のトを参照されたい）の
上限 ％値（ ）の双方と曝露限界値
（ ）との関係から評価を行うことを
提唱していること、このようにして、有
害性レベルを縦軸、ばく露レベルを横軸
にとることで、リスクレベルが評価され
ること、
なお、前述の通り、 のコントロー

ル・バンディング法は、ばく露レベルを、
使用量と沸点から推定される揮発性／粉
体については飛散性だけで評価し、局排
などの換気装置や作業時間等を考慮しな
いため、高めのリスクを示しがちなので、
化学物質リスクアセスメント指針でも、
こうした要素を加味した評価（修正）方
法が示されていること、また、取扱量が
少なくばく露限界値が設定されていない
ような物質でも対応できる精度を上げた
簡易ツールとして、

（ ）が日本で開発され
ており、曝露限界値や 区分情報から

有害性の程度を判定し、取扱量、揮発性
／発散性、含有率、換気情報、作業方法、
呼吸用保護具、作業時間・頻度から曝露
の程度を判定し、リスクを見積もる方法
が採用されていること、もっとも、こう
した簡易ツールの開発の背景には、日本
では化学物質管理に関する専門家が不足
している事情もあると考えられること、
一般的なリスクの見積もりは、経気道ば
く露を前提としており、経皮ばく露など
も想定せねばならないこと、ばく露推定
は、同等ばく露グループを想定している
が、外れ値的な個人のばく露実態もあり
得るので、特殊健診での問診等でカバー
する必要があり、現に、令和 年 月の
特殊健診制度の見直しの際に、化学物質
を対象とした特殊健診一般で、必要な問
診 が 行 わ れ る こ と と な っ た こ と
（

最終閲覧日： 年 月 日）、
ツ 化学物質にかかるリスクアセスメ

ントを踏まえたリスクコントロールでは、
①除去、②置き換え、③工学的対策や作
業構成の見直し、④管理的対策、⑤個人
用保護具の装着というように、発散源に
近いところから優先的に対策されるべき
との原則があること、もっとも、工学的
対策や保護具の装着のような物的対策は、
管理的対策のような人的対策と両輪であ
ること、複数の対策を組み合わせること
でより有効となること、
上記のような対策をどのように講じる

場合にも、化学物質管理の要諦はばく露
防止であり、主に以下のような方策が法
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的に求められてきたこと、
（ ）発散抑制
①換気による発散抑制
局所排気装置やその一環であるプッシ

ュプル型換気装置、全体換気装置による
発散抑制ついては、有機溶剤中毒予防規
則第 条、特定化学物質障害予防規則第
条～第 条、第７条～第８条、鉛中毒

予防規則第 条～第 条に規定されて
いること、

）局所排気装置
ここに掲げられた局所排気装置は、有

害物の発散源に吸込み口（フード）を設
け、ファンで気流をつくり、発生した有
害物を吸い込み、ダクトで運んで空気清
浄器で除去した上で大気に放出する装置
のことで、囲い式フード（ブース型）と
外付け指揮フードの 種類に分類される
こと、
囲い式フードは、発散源をフードで包

囲して開口面に吸い込み気流をつくり、
有害物質のフード外への漏出を防止でき、
排風量が小さくても大きな効果を挙げら
れること、カバー型、ブース型、グロー
ブボックス型、ドラフトチェンバー型、
建築ブース型などがあり（図 、図 ）、
開口面が小さいほど効果が優れているこ
と、
外付けフードは、発散源を包囲できな

い場合に発散源の周囲に吸い込み気流を
つくって有害物質を吸引するもので、大
きな排風量を要し（必要排風量＝発生源
とフード間の距離の 乗）、乱れ気流の影
響を受け易いこと、下方吸引型、側方吸
引型、上方吸引型があること、飛散や熱
気流などを利用して有害物を受け身的に

捕捉するレシーバー式フードがあり、熱
気の上昇気流などを利用して上部で捕捉
するキャノピー型のほか、グラインダー
の回転方向に飛散する粉じんを捕捉する
カバー型などがあること（図 、図 ）、
有機則や特化則には局排の風速に関す

る定めがあり、側方、下方吸引より上方
吸引の方が強力な風速が求められている
こと、また、直接的な法定事項ではない
が、発生源とフード間に作業者の顔が侵
入してばく露しないよう留意する必要が
あること、

）プッシュプル型換気装置
プッシュプル型換気装置は、有害物質

の発散源を挟んで吹き出し用（プッシュ
フード）と吸い込み用（プルフード）の
フードを向き合いで設置する換気装置で
あること、これには、周囲を壁で囲い、
作業室全体にプッシュプル気流をつくる
「密閉式」と周囲を囲わずにプッシュと
プルのフードを設けて室内の一部にプッ
シュプル気流をつくる「開放式」がある
こと、

）全体換気装置
全体換気装置は、作業場外から清浄な

空気を取り込み、作業場内で発散した有
害物質と混合、希釈させながら作業場外
に排出し、作業場内の有害物質の濃度を
無害な程度に低減し、作業者のばく露を
少なくする換気方法であり、希釈換気装
置とも呼ばれ、局排やプッシュプル型換
気装置ほどの機能はないこと、
②局排等以外の発散抑制措置
局排等の設置が困難な例や、より有効

な発散抑制措置もあることを踏まえ、平
成 年の有機則・特化則改正により、そ
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的に求められてきたこと、
（ ）発散抑制
①換気による発散抑制
局所排気装置やその一環であるプッシ

ュプル型換気装置、全体換気装置による
発散抑制ついては、有機溶剤中毒予防規
則第 条、特定化学物質障害予防規則第
条～第 条、第７条～第８条、鉛中毒

予防規則第 条～第 条に規定されて
いること、

）局所排気装置
ここに掲げられた局所排気装置は、有

害物の発散源に吸込み口（フード）を設
け、ファンで気流をつくり、発生した有
害物を吸い込み、ダクトで運んで空気清
浄器で除去した上で大気に放出する装置
のことで、囲い式フード（ブース型）と
外付け指揮フードの 種類に分類される
こと、
囲い式フードは、発散源をフードで包

囲して開口面に吸い込み気流をつくり、
有害物質のフード外への漏出を防止でき、
排風量が小さくても大きな効果を挙げら
れること、カバー型、ブース型、グロー
ブボックス型、ドラフトチェンバー型、
建築ブース型などがあり（図 、図 ）、
開口面が小さいほど効果が優れているこ
と、
外付けフードは、発散源を包囲できな

い場合に発散源の周囲に吸い込み気流を
つくって有害物質を吸引するもので、大
きな排風量を要し（必要排風量＝発生源
とフード間の距離の 乗）、乱れ気流の影
響を受け易いこと、下方吸引型、側方吸
引型、上方吸引型があること、飛散や熱
気流などを利用して有害物を受け身的に

捕捉するレシーバー式フードがあり、熱
気の上昇気流などを利用して上部で捕捉
するキャノピー型のほか、グラインダー
の回転方向に飛散する粉じんを捕捉する
カバー型などがあること（図 、図 ）、
有機則や特化則には局排の風速に関す

る定めがあり、側方、下方吸引より上方
吸引の方が強力な風速が求められている
こと、また、直接的な法定事項ではない
が、発生源とフード間に作業者の顔が侵
入してばく露しないよう留意する必要が
あること、

）プッシュプル型換気装置
プッシュプル型換気装置は、有害物質

の発散源を挟んで吹き出し用（プッシュ
フード）と吸い込み用（プルフード）の
フードを向き合いで設置する換気装置で
あること、これには、周囲を壁で囲い、
作業室全体にプッシュプル気流をつくる
「密閉式」と周囲を囲わずにプッシュと
プルのフードを設けて室内の一部にプッ
シュプル気流をつくる「開放式」がある
こと、

）全体換気装置
全体換気装置は、作業場外から清浄な

空気を取り込み、作業場内で発散した有
害物質と混合、希釈させながら作業場外
に排出し、作業場内の有害物質の濃度を
無害な程度に低減し、作業者のばく露を
少なくする換気方法であり、希釈換気装
置とも呼ばれ、局排やプッシュプル型換
気装置ほどの機能はないこと、
②局排等以外の発散抑制措置
局排等の設置が困難な例や、より有効

な発散抑制措置もあることを踏まえ、平
成 年の有機則・特化則改正により、そ
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うした措置によりリスク評価の結果第
管理区分となるときは、所轄労基署長の
許可を受けて局排等を設けないことがで
きる旨規定されたこと（有機則第 条）、
具体例には、発散した化学物質を含む空
気をドラフトチャンバー型フード内で吸
引する方法や、手持ちの装置の先端から
化学物質を含む液体を対象物に吹き付け
塗布すると同時に先端付近に取り付けら
れた吸入口より吸引し、収集した化学物
質を活性炭等のフィルターに吸着させて
作業場内に清浄された空気を排気する方
法があること、許可に際して、以前は専
門家検討会の審査が求められていたが、
現在は、一定の技術的事項を充たす限り、
所轄労基署長の判断で足りることとされ
ていること、
③作業環境測定結果に基づく発散状況

の改善
安衛法施行令第 条所定の作業場のう

ち粉じん・特定化学物質・石綿・鉛およ
び有機溶剤に係るものには、作業環境評
価基準が適用され、その良否により第
管理区分から第 管理区分に区分される
こと、第 管理区分となった場合、その
こと自体で罰則は科されないが、測定結
果の評価の記録、評価結果に基づく措置、
措置後の再測定とその結果の評価（粉じ
ん則第 条の など）、第 管理区分と
なった場合、測定結果の評価の記録、改
善措置の労働者への周知（粉じん則第
条の など）が求められること、
（ ）個人用保護具
作業環境管理が困難な場合等には、労

働衛生保護具の装着が次善のばく露防止
手段となるため、法令上も、特定化学物

質障害予防規則第 条～第 条、有機
溶剤中毒予防規第則第 条～第 条、
鉛中毒予防規則第 条、第 条等（四
アルキル鉛中毒予防規則は、業務に係る
措置として記載）で、準備、労働者に使
用させること、労働者が使用すること、
保守管理等が規定されていること、
保護具は、検定に合格し、条件に見合

った適切なものの選択と共に、適切な装
着、保守管理を行うことが重要な意味を
もつこと、
衛生保護具には、防毒マスク、送気マ

スクや空気呼吸器などの呼吸用保護具の
ほか、経皮吸収などを防ぐ化学防護服、
化学防護手袋、保護メガネなどがあるこ
と、
①呼吸用保護具
呼吸用保護具には、大別して「給気式」

と「ろ過式」があり、前者は人の呼吸が
困難な酸素濃度 ％未満、後者は ％以
上に適応すること、前者は、文字通り空
気を積極的に供給するもので、送気マス
ク（圧縮空気を送るエアラインマスクと
自然の空気を送るホースマスク）と空気
呼吸器（自ら酸素ボンベ等を背負って使
用する給気する呼吸器）があり、後者は、
装着者自身の呼吸を利用し、ろ過材や吸
収缶を通じて粉じんや有毒ガスなどを除
去するもので、防じんマスク、防毒マス
ク、電動ファン付呼吸用保護具に区分さ
れること、
防毒マスクは、面体と吸収缶から成り、

吸収缶の種類や顔とマスクの隙間（密着
性）などにより、直結式小型、直結式、
隔離式に分類されること、直結式小型は、
面体に直接吸収缶が着いているもので、
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低濃度に対応し、直結式も同様だが、吸
収缶が中濃度に対応すること、隔離式は、
面体と吸収缶を連結管で繋ぐタイプで、
高濃度対応であること、他方、作業者自
身の呼吸を利用するろ過式に分類される
電動ファン付き呼吸用保護具

： は、装
着した電動ファンで空気中の粉じんを除
去してから清浄な空気を着用者の顔に送
る呼吸器マスクであり、一般的に防護率
が高いとされているが、有毒ガスや化学
物質は除去できないので、防毒マスクや
給気式の送気マスクを使う必要があるこ
と、

給気式 送気マスク エアライン
マスク
ホースマス
ク

空気呼吸器 自給式呼吸
器

ろ過式 防塵マスク 取り換え式
使い捨て式

防毒マスク 防毒マスク
防塵機能付
き防毒マス
ク

電動ファン付き呼吸用保
護具

（森晃爾氏作成）

防毒マスクについては、厚生労働省よ
り「防毒マスクの選択、使用等について」
は平成 年 月 日付け基発第

厚生労働省の サイト

号」が出されており、型式検定合格品の
使用、有害物質や作業内容に適し、作業
者にフィットするマスクの選択、保護具
着用管理責任者の指名、作業限度時間の
設定、吸収缶の定期的な交換等が記され
ていること、
②化学防護服・手袋
経皮吸収等による健康障害を防止する

ため、化学防護服・手袋が有効となる場
合があり、このうち手袋は、酸、アルカ
リ、有機溶剤等の液体・気体、粒子状の
化学物質を取り扱う作業者に適応し、材
料（ゴム、プラスチック等）によって性
能等が変わる（特に有機溶剤では物質ご
とにプラスチックへの浸透状況が異なる）
ので、対象物質や作業のあり方による選
択が求められること、厚生労働省の「化
学防護手袋の選択、使用等について（平
成 年 月 日付け基発 第６号）」
には、保護具着用管理者が適正な選択、
着用及び取扱方法に関する労働者への指
導、適正な保守管理、使用状況の監視等
を行うべきこと、対象物質や作業のあり
方による選択を行うべきこと、その際、
透過耐性や作業性が考慮されるべきこと、
取扱説明書等がない化学物質については、
その組成、作業内容、作業時間等を考慮
した選択を行うべきこと等が記されてい
ること、
近年、オルト－トルイジンや

（防水材、床材や全天候型舗装材などに
利用されるウレタン樹脂の「硬化剤」で、
３，３’－ジクロロ ４，４’ ジアミノジフ
ェニルメタン ）の経皮吸収による膀胱

（
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低濃度に対応し、直結式も同様だが、吸
収缶が中濃度に対応すること、隔離式は、
面体と吸収缶を連結管で繋ぐタイプで、
高濃度対応であること、他方、作業者自
身の呼吸を利用するろ過式に分類される
電動ファン付き呼吸用保護具

： は、装
着した電動ファンで空気中の粉じんを除
去してから清浄な空気を着用者の顔に送
る呼吸器マスクであり、一般的に防護率
が高いとされているが、有毒ガスや化学
物質は除去できないので、防毒マスクや
給気式の送気マスクを使う必要があるこ
と、

給気式 送気マスク エアライン
マスク
ホースマス
ク

空気呼吸器 自給式呼吸
器

ろ過式 防塵マスク 取り換え式
使い捨て式

防毒マスク 防毒マスク
防塵機能付
き防毒マス
ク

電動ファン付き呼吸用保
護具

（森晃爾氏作成）

防毒マスクについては、厚生労働省よ
り「防毒マスクの選択、使用等について」
は平成 年 月 日付け基発第

厚生労働省の サイト

号」が出されており、型式検定合格品の
使用、有害物質や作業内容に適し、作業
者にフィットするマスクの選択、保護具
着用管理責任者の指名、作業限度時間の
設定、吸収缶の定期的な交換等が記され
ていること、
②化学防護服・手袋
経皮吸収等による健康障害を防止する

ため、化学防護服・手袋が有効となる場
合があり、このうち手袋は、酸、アルカ
リ、有機溶剤等の液体・気体、粒子状の
化学物質を取り扱う作業者に適応し、材
料（ゴム、プラスチック等）によって性
能等が変わる（特に有機溶剤では物質ご
とにプラスチックへの浸透状況が異なる）
ので、対象物質や作業のあり方による選
択が求められること、厚生労働省の「化
学防護手袋の選択、使用等について（平
成 年 月 日付け基発 第６号）」
には、保護具着用管理者が適正な選択、
着用及び取扱方法に関する労働者への指
導、適正な保守管理、使用状況の監視等
を行うべきこと、対象物質や作業のあり
方による選択を行うべきこと、その際、
透過耐性や作業性が考慮されるべきこと、
取扱説明書等がない化学物質については、
その組成、作業内容、作業時間等を考慮
した選択を行うべきこと等が記されてい
ること、
近年、オルト－トルイジンや

（防水材、床材や全天候型舗装材などに
利用されるウレタン樹脂の「硬化剤」で、
３，３’－ジクロロ ４，４’ ジアミノジフ
ェニルメタン ）の経皮吸収による膀胱

（
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がんの多発を受け、安衛則及び特化則が
改正され、オルト－トルイジンは特化物
に追加され、両者にかかる特殊検診での
対応が図られ（オルト－トルイジンにか
かる特殊健診の実施の義務づけと
にかかる健診項目に膀胱がん検診の追加）、
また、両者にかかる作業での保護手袋等
の使用が義務づけられたこと（安衛則第

条、特化則第 条第 項を参照され
たい）、保護手袋等の使用が義務づけられ
る物質は限られているが、皮膚障害や経
皮吸収の可能性が や許容濃度勧告等
に示された物質については同様の管理が
求められること、
テ 特殊健診は、有害物等を取り扱う

作業に従事する労働者に対し、作業環境
管理や作業管理ではばく露のリスクを完
全に除去できないことを前提に事業者に
課される特別な健康管理の義務と関連し、
労働者個人ごとに、特定の有害要因への
ばく露による標的臓器の障害等の健康影
響の関係と共に、必ずしもばく露と関わ
らない健康障害の発見を目的とするもの
であること、前者の一環として、作業条
件の簡易な調査や生物学的モニタリング
が項目立てされていること、
特殊健診には法定特殊健診と任意特殊

健診があり、法定特殊健診には、安衛法
第 条第 項に基づく医師による特殊健
診と同第 項に基づく歯科医師による特
殊健診があること、前者の対象業務は施
行令第 条第 項、後者の対象業務は施

、

行令第 条第 項に列挙され、後者につ
いては、安衛則第 条が実施の時期と頻
度を定めていること、それらを前提に、
特化則、石綿則、四アルキル鉛則、有機
則が詳細を規定しているが、それらの制
定以後 年以上経過して諸条件が変化し
たことを受けて特殊健診項目の見直しが
行われ、必須項目に労働者のばく露状況
の適切な把握のための作業条件の簡易な
調査が追加されたこと、具体的には、単
位作業場所での作業環境測定結果や作業
工程や有害物質の取扱量の変化、局排、
保護具の使用状況等の情報が確認される
こと、他方、任意特殊健診は、厚労省の
複数の通達で勧奨されており、塩基性酸
化マンガンを筆頭に全 項目のうちの多
くが化学物質であること、
健診は、事後措置が講じられることで

初めて意義を持つので、安衛法第 条の
から第 条の と各特別規則に、配置、

作業の変更、時短、深夜業の削減、作業
環境測定の実施、施設・設備の整備、医
師らの意見の安全衛生委員会等への報告
などの事後措置が定められていること、
ト 特定の危険業務に従事した者を対

象とする特別健康管理制度の一環に健康
管理手帳制度があり、施行令第 条、安
衛則第 条が定めるがん発症等のリスク
のある業務従事者が離職の際には事業場
所在地の都道府県労働局長、離職後には
住所地の都道府県労働局長に所定の書式
をもって申請することで交付され、在職

最終閲
覧日： 年 月 日）より。

－ 195 －



総括研究報告書（三柴 丈典）

時から継続して定期的に無償で健診を受
診できることとなっていること、
ナ 許容濃度が適応しない群の一部に

母性保護を要する女性があり、労基法第
条の 第 項は、妊婦と産後 年内の

女性向けに妊娠、出産、哺育等に有害な
業務について就業制限を規定し、第 項
は、妊娠・出産に影響する業務に限り、
厚生労働省令（女性労働基準規則）によ
って、第 項の対象以外の女性にも就業
制限を準用できる旨を規定していること、
女性労働基準規則のうち化学物質に関す
る規制は第 条第 号であり、作業環境
測定の義務があって管理濃度が設定され
ている物質（安衛法施行令第 条）のう
ち、 分類により生殖毒性又は生殖細
胞変異原性が区分１（毒性や変異原性が
既に認められているもの）又は授乳影響
ありに該当する物質（ 物質）を発散す
る場所における業務であって送気マスク
等の着用が義務付けられている業務もし
くは物質ごとの作業環境測定の結果が第
管理区分とされた屋内作業場における

業務を対象としていること、第 号所定
の業務には、女性労働基準規則第 条第
項（労基法第 条の 第 項により産

後 年を経過しない女性の就業を制限す
る業務）および第 条（労基法第 条の
第 項により同条第 項の規定を準用

する業務）の両者が適用されていること
からも、基本的にすべての女性が就業制
限を受けること、もっとも、 号所定の
物質以外にも生殖毒性等を持つ物質はあ
るため、この規定のみで母性保護が図れ
るとは限らないこと、
ナ 安衛法は直接的に明記していない

が、化学物質に関し、同法第 条は、
交付義務の対象である 物質につ

き、容器に入れ、又は包装し、又は提供
する者に、化学物質の名称、人体への作
用、取扱い上の注意点等の表示義務を課
しており、特別規則は、作業環境測定の
評価結果等を労働者に周知する義務（例
えば有機則第 条の 、第 条の ）や
特殊健診結果を労働者に通知する義務
（例えば有機則第 条の の ）を課し
ていること、リスクアセスメント結果に
ついては、化学物質リスクアセスメント
指針が労働者への周知等の義務を課して
いることなどから、リスク関連情報につ
いての労働者の知る権利の保障を図って
いると解されること、
ニ 化学物質管理でも極めて有効な方

法の つに、「計画（ ）－実施（ ）
－評価（ ）－改善（ ）」（「ＰＤ
ＣＡサイクル」）を回して事業場の安全衛
生水準の向上を図る労働安全衛生マネジ
メントシステム（ ）があり、

年 月には が発行され、
日本でも日本独自の慣習や制度を採り入
れた が（中災防と日本規格協
会からの申し出を受け）厚生労働大臣よ
り公表されたこと、

は、労働安全衛生法上、安衛
則第 条の （厚生労働大臣が、安全衛
生方針の表明（第 号）、法定のリスクア
セスメントと改善措置（第 号）、安全衛
生目標の設定（第 号）、安全衛生にかか
る （第 号）を要素とする自主的
活動を促進するための指針を公表できる
旨の定め）で、事業者の自主的活動を促
進するための指針として位置付けられ、
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時から継続して定期的に無償で健診を受
診できることとなっていること、
ナ 許容濃度が適応しない群の一部に

母性保護を要する女性があり、労基法第
条の 第 項は、妊婦と産後 年内の

女性向けに妊娠、出産、哺育等に有害な
業務について就業制限を規定し、第 項
は、妊娠・出産に影響する業務に限り、
厚生労働省令（女性労働基準規則）によ
って、第 項の対象以外の女性にも就業
制限を準用できる旨を規定していること、
女性労働基準規則のうち化学物質に関す
る規制は第 条第 号であり、作業環境
測定の義務があって管理濃度が設定され
ている物質（安衛法施行令第 条）のう
ち、 分類により生殖毒性又は生殖細
胞変異原性が区分１（毒性や変異原性が
既に認められているもの）又は授乳影響
ありに該当する物質（ 物質）を発散す
る場所における業務であって送気マスク
等の着用が義務付けられている業務もし
くは物質ごとの作業環境測定の結果が第
管理区分とされた屋内作業場における

業務を対象としていること、第 号所定
の業務には、女性労働基準規則第 条第
項（労基法第 条の 第 項により産

後 年を経過しない女性の就業を制限す
る業務）および第 条（労基法第 条の
第 項により同条第 項の規定を準用

する業務）の両者が適用されていること
からも、基本的にすべての女性が就業制
限を受けること、もっとも、 号所定の
物質以外にも生殖毒性等を持つ物質はあ
るため、この規定のみで母性保護が図れ
るとは限らないこと、
ナ 安衛法は直接的に明記していない

が、化学物質に関し、同法第 条は、
交付義務の対象である 物質につ

き、容器に入れ、又は包装し、又は提供
する者に、化学物質の名称、人体への作
用、取扱い上の注意点等の表示義務を課
しており、特別規則は、作業環境測定の
評価結果等を労働者に周知する義務（例
えば有機則第 条の 、第 条の ）や
特殊健診結果を労働者に通知する義務
（例えば有機則第 条の の ）を課し
ていること、リスクアセスメント結果に
ついては、化学物質リスクアセスメント
指針が労働者への周知等の義務を課して
いることなどから、リスク関連情報につ
いての労働者の知る権利の保障を図って
いると解されること、
ニ 化学物質管理でも極めて有効な方

法の つに、「計画（ ）－実施（ ）
－評価（ ）－改善（ ）」（「ＰＤ
ＣＡサイクル」）を回して事業場の安全衛
生水準の向上を図る労働安全衛生マネジ
メントシステム（ ）があり、

年 月には が発行され、
日本でも日本独自の慣習や制度を採り入
れた が（中災防と日本規格協
会からの申し出を受け）厚生労働大臣よ
り公表されたこと、

は、労働安全衛生法上、安衛
則第 条の （厚生労働大臣が、安全衛
生方針の表明（第 号）、法定のリスクア
セスメントと改善措置（第 号）、安全衛
生目標の設定（第 号）、安全衛生にかか
る （第 号）を要素とする自主的
活動を促進するための指針を公表できる
旨の定め）で、事業者の自主的活動を促
進するための指針として位置付けられ、
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その中核であるリスクアセスメントが、
法第 条の で事業者の努力義務とされ、
化学物質の一部について第 条の で事
業者に義務づけられているが、
自体が法的に義務づけられたり、努力義
務とされてはいないこと、安衛則第 条
の が定める指針は、「労働安全衛生マネ
ジメントシステムに関する指針」であり、

年に公表され、 年には
との整合性を図るための改正

が行われたこと、
は、プロセスを重視する

「取り組みの計画」と結果を重視する
「目標達成のための計画」を求めており、
前者には、①評価したリスク等への対処、
②法的要求事項等への対処、③緊急事態
への準備が含まれること、計画に基づか
ない取り組みとして、「変更の管理」等の
プロセスが想定されていること、いずれ
にせよ、定期的なレビューを通じた継続
的改善が求められていること、
化学物質対策では、職場の有害物質の

特定（ 危険源の特定：番号は
の箇条）、それによる健康障害

リスクの評価（ 労働安全衛生リス
クの評価）、許容できない場合の曝露軽減
対策（ 危険源の除去及び労働安全衛
生リスクの低減）のほか、呼吸用保護具
や保護衣の着装の確保、管理、保護具に
ついては、フィットテスト、局所排気装
置の設置と保守、特殊健診と事後措置等

厚生労働省の サイト
（

最終閲覧日： 年 月 日）

（ 法的要求事項及びその他の要求事
項の決定）などが求められ、「取組みの計
画」にインプットされること（ 取組
みの計画策定）、緊急事態への準備として、
急性中毒のリスクを伴う物質への対応
（ 緊急事態への準備対応）、変更の管
理として、新たな化学物質の導入時の先
行的なリスク評価、 の最新版への更
新（ 変更の管理）、これらの取り組
みの適時の見直し（ パフォーマンス評
価）と改善（ 改善）等が求められるこ
とになること、
平成 年安衛法改正の際に、第 条

が改正され、 の導入を図り、計
画的に安全衛生リスク管理を行っている
事業者については同条所定の計画の届出
等を免除するインセンティブ措置が設け
られたが、労基署長の認定を要すること
を含め、インセンティブの不十分さから、
殆ど利用されていないこと、
ヌ 特別規則による規制には、以下の

ようなものがあること、
（ ）特別化学物質障害予防規則（特

化則）
特化則の対象物質（以下の図を参照さ

れたい）は、安衛法施行令別表第 が規
定しており、第 号は第 類物質、第
号は第 類物質、第 号は第 類物質を
定めていること、これらは以下のように
説明されること、
第 類物質：がん等の慢性・遅発性障

及び三協化学株式会社の サイト
（

最終閲覧日：
年 月 日）より。
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害を引き起こす物質のうち、特に有害性
が高く、概ね製造許可物質に当たり、一
部を除き特別管理物質から成るもの
第 類物質：がん等の慢性・遅発性障

害を引き起こす物質のうち、第 類物質
に該当しないもの
第 類物質：大量漏洩により急性中毒

を引き起こす物質であって非特別管理物
質から成るもの
第 類物質等：特定第 類物質又は第
類物質
もっとも、特化則の規制対象物質（特

定化学物質：特化物）は、区々多様な性
質を持っているため、更に細かい分類が
なされていること、まず、各類の中でも
発がん性（の疑い）がある物質を「特別
管理物質」としたこと、また、第 類物
質を以下の 種類に区分したこと、
①オーラミン等：尿路系器官にがん等

の腫瘍を発生するおそれのある物質
②特定第 類物質：特に漏洩に留意す

べき物質であって、特別管理物質と非特
別管理物質から成るもの
③特別有機溶剤等：発がん性のおそれ

が指摘される物で有機溶剤と同様の作用
があり、蒸気による中毒を発生させるお
それのある物質であって、有機溶剤中毒
予防規則（有機則）が準用され、特別管
理物質から成るもの
④管理第 類物質：それ以外の物質で

あって、特別管理物質と非特別管理物質
から成るもの

（ 厚 生 労 働 省 の サ イ ト
（

最終閲覧日： 年 月 日）よ
り。）

特化物の規制において重要なのは、含
有濃度と管理濃度であり、前者は、特化
物が混合溶剤として用いられる場合が多
いことを前提に、単体としての規制を受
ける含有量（重要比率）≒裾切り値を指
し、第 類物質については特化則別表第
、第 類物質については特化則別表第
で規定されていること、第 類物質につ
いては、安衛法施行令別表第 第 号
に規定されていること、
規制内容をみると、第 類、第 類物

質については、密閉設備、囲い式フード
の局排又はプッシュプル型換気装置の設
置を原則とし（第 類につき第 条、第
類につき第 、第 条）、除じん、排ガ

ス・排液処理などの用後処理（第 章：
第 条～第 条の ）、接合部、バルブ、
出入口などからの漏えい防止（第 章：
第 条～第 条）、特化物作業主任者の
選任、設備の定期自主検査、作業環境測
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害を引き起こす物質のうち、特に有害性
が高く、概ね製造許可物質に当たり、一
部を除き特別管理物質から成るもの
第 類物質：がん等の慢性・遅発性障

害を引き起こす物質のうち、第 類物質
に該当しないもの
第 類物質：大量漏洩により急性中毒

を引き起こす物質であって非特別管理物
質から成るもの
第 類物質等：特定第 類物質又は第
類物質
もっとも、特化則の規制対象物質（特

定化学物質：特化物）は、区々多様な性
質を持っているため、更に細かい分類が
なされていること、まず、各類の中でも
発がん性（の疑い）がある物質を「特別
管理物質」としたこと、また、第 類物
質を以下の 種類に区分したこと、
①オーラミン等：尿路系器官にがん等

の腫瘍を発生するおそれのある物質
②特定第 類物質：特に漏洩に留意す

べき物質であって、特別管理物質と非特
別管理物質から成るもの
③特別有機溶剤等：発がん性のおそれ

が指摘される物で有機溶剤と同様の作用
があり、蒸気による中毒を発生させるお
それのある物質であって、有機溶剤中毒
予防規則（有機則）が準用され、特別管
理物質から成るもの
④管理第 類物質：それ以外の物質で

あって、特別管理物質と非特別管理物質
から成るもの

（ 厚 生 労 働 省 の サ イ ト
（

最終閲覧日： 年 月 日）よ
り。）

特化物の規制において重要なのは、含
有濃度と管理濃度であり、前者は、特化
物が混合溶剤として用いられる場合が多
いことを前提に、単体としての規制を受
ける含有量（重要比率）≒裾切り値を指
し、第 類物質については特化則別表第
、第 類物質については特化則別表第
で規定されていること、第 類物質につ
いては、安衛法施行令別表第 第 号
に規定されていること、
規制内容をみると、第 類、第 類物

質については、密閉設備、囲い式フード
の局排又はプッシュプル型換気装置の設
置を原則とし（第 類につき第 条、第
類につき第 、第 条）、除じん、排ガ

ス・排液処理などの用後処理（第 章：
第 条～第 条の ）、接合部、バルブ、
出入口などからの漏えい防止（第 章：
第 条～第 条）、特化物作業主任者の
選任、設備の定期自主検査、作業環境測
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定と結果の評価などの管理（第 章：第
条－第 条の ）、 塩素化ビフエニル

等、インジウム化合物等、エチレンオキ
シド等の特殊な物質を取り扱う作業にか
かる特殊な管理（第 章の ：第 条の
－第 条の ）、特殊健診の実施、記
録の保存、医師からの意見聴取、事後措
置、労基署長への報告、漏えいした特化
物へばく露した場合の緊急健診等（第
章：第 条－第 条）、 呼吸用保護具
の備え付け、経皮吸収や皮膚障害を招く
物質にばく露する作業での保護衣、保護
手袋、保護長靴等の備え付けと着装の確
保等（第 章：第 条－第 条）、製造
禁止物質（法第 条）の免除の手続と製
造許可物質（法第 条）の許可の手続・
基準等（第 章：第 条－第 条の ）
、特定化学物質及び四アルキル鉛等作
業主任者技能講習の内容（健康障害防止
措置、作業環境の改善方法や保護具の取
扱い方法等を含む）（第 章：第 条）、
特別管理物質の製造・取扱い事業者が事
業を廃止する場合の報告（第 章：第

条、第 条）が定められていること、
このうち特殊健診にかかる規制は、特

化則が異なる性質の化学物質を規制して
いるため、物質ごとに健康診断項目を規
定していること、すなわち、安衛法上の
特殊健診の対象を定める安衛法施行令第
条第 項第 号が、第 類物質および

第 類物質（エチレンオキシド、ホルム

黄燐マッチなどの製造禁止物質は発が
ん性物質ばかりではないが、特化則はも
とより様々な物質を規制対象としている
し、製造許可物質は、施行令別表第 で

アルデヒドを除く）を指定し、更に特化
則別表第 がそれに対応する健診項目を
規定していること、その項目にかかる健
診の結果、自他覚症状が認められる等異
常の疑いがあって医師が必要と認める者
には、別表第 所定の項目の健診を行う
こととされているいつこと、エチレンオ
キシド、ホルムアルデヒドは、特定の標
的臓器を対象とした健康診断項目を設定
しにくいことから、安衛則第 条第 項
第 号ヲの「これらに準ずる有害物」に
該当するものとして、労働安全衛生規則
第 条の特定業務従事者健診の対象とな
っていること、特定業務従事者健診では、
一般健診の一環として、それと同様の幅
広い項目が診査されること、特別管理物
質については、 年間の記録保存義務が
課されていること（第 条第 項）、
特定有機溶剤混合物（特別有機溶剤同

士の混合物や特別有機溶剤と有機溶剤と
の混合物であって、特別有機溶剤と有機
溶剤の含有率の合計が５％を超える物に
限る）については、有機溶剤の一般的性
質も有しているため、別途、健診（第
条の ）と緊急診断（第 条）の規定が
設けられていること、
ネ 鉛は、鉛蓄電池の電極、金属の快

削性向上のための合金成分、鉛ガラス
（光学レンズやクリスタルガラス）、美術
工芸品（例えばステンドグラスの縁）、防
音・制振シートや免震用ダンパー、銃弾、

あり、特化則の規制対象物質でもあるの
で、安衛法上の製造禁止・許可物質は、
特化則で取り扱える。
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電子材料など、幅広い用途を持ち、
分類では、生殖細胞変異原性区分 、発
がん性区分 、生殖毒性区分 、特定標
的臓器・全身毒性 反復曝露 区分 造血
系、腎臓、中枢神経系、末梢神経系、心
血管系、免疫系 など、強い有毒性を有す
ること、
鉛則の規制内容をみると、第 条から

第 条までは、鉛製錬等にかかる焙焼
（ばいしょう）、焼結、溶鉱等、銅製錬等
にかかる溶鉱、溶融等、鉛蓄電池の製造
等にかかる鉛等の溶融、鋳造等、電線等
の製造にかかる鉛の溶融、鉛合金の製造
等にかかる鉛や鉛合金の溶融、鋳造等、
鉛化合物の製造にかかる鉛等の溶融、鋳
造等の鉛作業について、局排やプッシュ
プル型換気装置を設けること等を定め、
第 条から第 条までは、局排、プッ
シュプル型、全体換気装置等の構造、性
能、取付位置などを定め、第 条および
第 条は、施行令第 条が定める鉛作業
に鉛作業主任者を選任し、所定の事項を
行わせるべきことを定め、第 条から第

条までは、局排等の設備の性能維持す
るための定期自主検査や結果の記録等を
定め、第 条から第 条までは、粉状
鉛や焼結鉱等を入れるホッパーの下方で
の作業、鉛を含む塗料のかき落とし業務
等の危険業務にかかる諸措置を定め、第

条から第 条までは、粉状の鉛等の
安全な保管方法、粉状鉛等を入れていた
容器等からの粉じん発散防止措置を定め、
第 条から第 条までは、休憩室とそ
の清潔の確保、粉状鉛等をまとった呼吸
用保護具や保護衣類等の隔離保管、鉛業
務を行う屋内作業場等の清掃等鉛業務を

取り巻く環境の衛生の確保を定め、第
条から第 条までは、鉛業務にかかる特
殊健診の実施、結果の保存、結果に基づ
く医師からの意見聴取、本人への通知、
結果報告書の労基署長への提出、腹部疝
痛など一定の症状を呈する従事者を医師
に受診させるべきこと、鉛中毒罹患者等
の就業禁止等を定め、第 条および第

条は、鉛業務に従事させる労働者に呼
吸用保護具や保護衣類等を着装させるこ
と等を定め、第 条は、鉛作業主任者技
能講習の内容（健康障害防止措置、作業
環境の改善方法や保護具の取扱い方法等
を含む）等を定めていること、
設備としては、局排、プッシュプル型

換気装置と除じん装置が求められ、保護
具としては、呼吸用保護具が必須とされ
ていること、健診では、施行令第 条第
１項第 号所掲の粉じん業務に常時従事
する労働者の標的臓器への影響を評価す
るために、作業条件の調査、貧血検査、
赤血球中のプロトポルフィリン量の検査、
神経内科学的検査が必須とされているこ
と、
ノ 四アルキル鉛は、鉛に つの塩基

（酸と対の関係にあるアルカリ性の物質）
を伴う特異臭を持ち、揮発しやすい無色
の液体で、以前は自動車用アンチノック
剤として使用されてきたが、最近は航空
ガソリン用アンチノック剤として使用さ
れるのみとなっていること、強い有害性
をもつこと、
四アルキル鉛則の規制内容をみると、

第 条は、その製造に際して、装置等の
構造の密閉化、作業場所の隔離、作業場
所の床を不浸透性とすること、作業労働
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電子材料など、幅広い用途を持ち、
分類では、生殖細胞変異原性区分 、発
がん性区分 、生殖毒性区分 、特定標
的臓器・全身毒性 反復曝露 区分 造血
系、腎臓、中枢神経系、末梢神経系、心
血管系、免疫系 など、強い有毒性を有す
ること、
鉛則の規制内容をみると、第 条から

第 条までは、鉛製錬等にかかる焙焼
（ばいしょう）、焼結、溶鉱等、銅製錬等
にかかる溶鉱、溶融等、鉛蓄電池の製造
等にかかる鉛等の溶融、鋳造等、電線等
の製造にかかる鉛の溶融、鉛合金の製造
等にかかる鉛や鉛合金の溶融、鋳造等、
鉛化合物の製造にかかる鉛等の溶融、鋳
造等の鉛作業について、局排やプッシュ
プル型換気装置を設けること等を定め、
第 条から第 条までは、局排、プッ
シュプル型、全体換気装置等の構造、性
能、取付位置などを定め、第 条および
第 条は、施行令第 条が定める鉛作業
に鉛作業主任者を選任し、所定の事項を
行わせるべきことを定め、第 条から第

条までは、局排等の設備の性能維持す
るための定期自主検査や結果の記録等を
定め、第 条から第 条までは、粉状
鉛や焼結鉱等を入れるホッパーの下方で
の作業、鉛を含む塗料のかき落とし業務
等の危険業務にかかる諸措置を定め、第

条から第 条までは、粉状の鉛等の
安全な保管方法、粉状鉛等を入れていた
容器等からの粉じん発散防止措置を定め、
第 条から第 条までは、休憩室とそ
の清潔の確保、粉状鉛等をまとった呼吸
用保護具や保護衣類等の隔離保管、鉛業
務を行う屋内作業場等の清掃等鉛業務を

取り巻く環境の衛生の確保を定め、第
条から第 条までは、鉛業務にかかる特
殊健診の実施、結果の保存、結果に基づ
く医師からの意見聴取、本人への通知、
結果報告書の労基署長への提出、腹部疝
痛など一定の症状を呈する従事者を医師
に受診させるべきこと、鉛中毒罹患者等
の就業禁止等を定め、第 条および第

条は、鉛業務に従事させる労働者に呼
吸用保護具や保護衣類等を着装させるこ
と等を定め、第 条は、鉛作業主任者技
能講習の内容（健康障害防止措置、作業
環境の改善方法や保護具の取扱い方法等
を含む）等を定めていること、
設備としては、局排、プッシュプル型

換気装置と除じん装置が求められ、保護
具としては、呼吸用保護具が必須とされ
ていること、健診では、施行令第 条第
１項第 号所掲の粉じん業務に常時従事
する労働者の標的臓器への影響を評価す
るために、作業条件の調査、貧血検査、
赤血球中のプロトポルフィリン量の検査、
神経内科学的検査が必須とされているこ
と、
ノ 四アルキル鉛は、鉛に つの塩基

（酸と対の関係にあるアルカリ性の物質）
を伴う特異臭を持ち、揮発しやすい無色
の液体で、以前は自動車用アンチノック
剤として使用されてきたが、最近は航空
ガソリン用アンチノック剤として使用さ
れるのみとなっていること、強い有害性
をもつこと、
四アルキル鉛則の規制内容をみると、

第 条は、その製造に際して、装置等の
構造の密閉化、作業場所の隔離、作業場
所の床を不浸透性とすること、作業労働
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者用の休憩室等の設置、点検と漏えい対
策、作業労働者に有機ガス用防毒マスク
を携帯させること等の事業者による措置
と労働者による保護具の使用や携帯を定
め、第 条は、施行令別表第 第 号所
掲の四アルキル作業（ガソリンに四アル
キル鉛則を混入させる作業）に労働者を
従事させる場合の諸措置（装置等の構造、
作業場所の換気の確保、ドラム缶からの
完全吸引、保護前掛け・手袋・長靴・有
機ガス用防毒マスクを労働者に着装させ
ること等）を定め、第 条は、施行令別
表第 第 号所掲の四アルキル作業（第
号所掲のガソリン混入作業に用いる機

械等の修理等の作業）に労働者を従事さ
せる場合の装置等の汚染除去、保護前掛
け・手袋・長靴・有機ガス用防毒マスク
を労働者に着装させること等を定め、第
条は、汚染のおそれのあるタンク内業

務に従事させる場合に講じるべき措置を
定め、第 条は、第 条の加鉛ガソリン
用タンク内業務への準用等を定め、第
条は、施行令別表第 第 号所掲の業務
（四アルキル鉛を含む残滓物（廃液を含
む）を取り扱う業務）に労働者を従事さ
せる場合に講ずべき措置を定め、第 条
は、施行令別表第 第 号所掲の業務
（四アルキル鉛が入つているドラムかん
等の容器を取り扱う業務）に労働者を従
事させる場合に講ずべき措置を定め、第
条は、施行令別表第 第 号所掲の業

務（四アルキル鉛を用いる研究）に労働
者を従事させる場合に講ずべき措置（ド
ラフトの設置、保護前掛けや保護手袋の
着装の確保等）を定め、第 条は、自然
換気が不十分で、四アルキル鉛に汚染さ

れているかそのおそれのある場所で汚染
除去作業に労働者を従事させる場合に講
ずべき措置を定め、第 条は、加鉛ガソ
リンを燃料用以外に用いる業務に労働者
を従事させる場合に講ずべき措置を定め、
第 条は、加鉛ガソリンで手足等を洗わ
せないよう、洗わないよう定め、第 条
は、施行令第 条第 号（別表第 第
号～第 号まで又は第 号所掲の四アル
キル鉛等業務（四アルキル鉛の製造、混
入等それにばく露するおそれのある業務）
に作業主任者を選任すべき旨の規定）所
掲の業務に作業主任者を選任すべきこと
を定め、第 条は、当該作業主任者に行
わせるべき職務を定め、第 条は、四ア
ルキル鉛等業務に労働者を従事させる場
合に保護具、保護衣等の保守点検を行う
べきこと等を定め、第 条は、四アルキ
ル鉛業務を行う作業場所に、洗身、救急、
拡散防止、補修用の薬品を備えるべきこ
とを定め、第 条は、業務従事後に洗身
させるべきことを定め、第 条は、四ア
ルキル鉛等業務を行う作業場所等への労
働者の立ち入りを禁止すべきこと等を定
め、第 条は、労働者が所定の四アルキ
ル鉛中毒にかかるおそれがある場合に、
当該労働者を退避させるべきこと等を定
め、第 条は、労働者を四アルキル鉛業
務等に就かせる場合に、特別教育を行う
べきことを定め、第 条は、施行令第
条第 項第 号所掲の業務（別表第

所掲の四アルキル鉛業務等）に常時従事
する労働者への特殊健診を定め、第 条
は、健診結果に基づき健診個人票を作成
して 年保存すべきことを定め、第 条
の は、健診結果に基づく医師からの意
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見聴取について定め、第 条の は、健
診結果の本人への通知について定め、第

条は、健診結果報告書の管轄労基署長
への提出について定め、第 条は、身体
が四アルキル鉛に汚染された者など四ア
ルキル鉛へのばく露による健康障害のお
それのある一定の者を医師に受診させる
べきことを定め、第 条は、四アルキル
鉛業務等に従事させることが不適当と医
師が認めた者の就業禁止等を定め、第
条は、特化物と四アルキル鉛等にかかる
作業主任者の技能講習等に関する定めは
特化則に委ねることを定めていること、
しかし、平成 年の特殊健診実施状況

によると、四アルキル鉛健診の受診労働
者はゼロであり、国内には対象業務が存
在しないと解されること、
ハ 有機溶剤は、他の物質を溶かす性

質を持ち、毒性の強い蒸気を発生させる
液体であり、汚染衣類を浸して行うドラ
イクリーニング、塗料を薄めて粘度を下
げるシンナー、マニキュア除去液、接着
剤、染み抜きなどとして使用されるもの
であること、
有機則の規制対象は、同第 章第 条

に定められており、施行令別表第 の
所掲の有機溶剤（第 号）のほか、有機
溶剤等（有機溶剤が重量の ％を超える
有機溶剤混合物）（第 号）、第 種有機
溶剤等（有害性が強い一・二―ジクロル
エチレン（別名二塩化アセチレン）（施行
令第 の 第 号）又は二硫化炭素（同
第 号）、それが重量の ％を超える混
合物等）（第 号）、第 種有機溶剤等
（施行令第 の 所掲の有機溶剤のうち
第 種有機溶剤等に次いで有害性が強い

物質又は 物質、それが重量の ％を
超える混合物等）、第 種有機溶剤等（有
機溶剤等のうち第 種、第 種に当たら
ないもの）の 種であること、
有機則の規制内容をみると、第 条と

第 条は、一定条件を充たす業務にかか
る適用除外を定め（ただし、第 条の適
用除外に行政の認定は不要）、第 条は、
第 条の適用除外認定手続（所轄労基署
長への申請等）を定め、第 条は、第
種有機溶剤等又は第 種有機溶剤等にか
かる有機溶剤業務に労働者を従事させる
場合に、発散源の密閉装置、局所排気装
置又はプッシュプル型換気装置を設ける
べきこと等を定め、第 条は、第 種有
機溶剤等にかかる有機溶剤業務に労働者
を従事させる場合に、前条所定の 種の
装置のほか、全体換気装置の設置でも良
いこと等を定め、第 条は、屋内作業場
の周壁が外気に向けて開放されている場
合等における第 条の適用除外を定め、
第 条は、臨時に屋内での有機溶剤業務
を行う場合で、タンク等の内部以外の場
所で労働者を従事させる場合における第
条の適用除外等を定め、第 条は、労

働者を屋内での有機溶剤業務に従事させ
る時間が短時間であり、かつ全体換気装
置を設ける場合の特例を定め、第 条は、
屋内での壁・床・天井について行う有機
溶剤業務に労働者を従事させる場合で、
有機溶剤の発散面が広くて第 条等所定
の設備（密閉、局排、プッシュプル）が
適応しない場合の特例（全体換気装置を
もって足りる）を定め、第 条は、反応
槽（微生物による有機物の分解など様々
な化学反応を生じさせるタンク）など作

－ 202 －



総括研究報告書（三柴 丈典）

見聴取について定め、第 条の は、健
診結果の本人への通知について定め、第

条は、健診結果報告書の管轄労基署長
への提出について定め、第 条は、身体
が四アルキル鉛に汚染された者など四ア
ルキル鉛へのばく露による健康障害のお
それのある一定の者を医師に受診させる
べきことを定め、第 条は、四アルキル
鉛業務等に従事させることが不適当と医
師が認めた者の就業禁止等を定め、第
条は、特化物と四アルキル鉛等にかかる
作業主任者の技能講習等に関する定めは
特化則に委ねることを定めていること、
しかし、平成 年の特殊健診実施状況

によると、四アルキル鉛健診の受診労働
者はゼロであり、国内には対象業務が存
在しないと解されること、
ハ 有機溶剤は、他の物質を溶かす性

質を持ち、毒性の強い蒸気を発生させる
液体であり、汚染衣類を浸して行うドラ
イクリーニング、塗料を薄めて粘度を下
げるシンナー、マニキュア除去液、接着
剤、染み抜きなどとして使用されるもの
であること、
有機則の規制対象は、同第 章第 条

に定められており、施行令別表第 の
所掲の有機溶剤（第 号）のほか、有機
溶剤等（有機溶剤が重量の ％を超える
有機溶剤混合物）（第 号）、第 種有機
溶剤等（有害性が強い一・二―ジクロル
エチレン（別名二塩化アセチレン）（施行
令第 の 第 号）又は二硫化炭素（同
第 号）、それが重量の ％を超える混
合物等）（第 号）、第 種有機溶剤等
（施行令第 の 所掲の有機溶剤のうち
第 種有機溶剤等に次いで有害性が強い

物質又は 物質、それが重量の ％を
超える混合物等）、第 種有機溶剤等（有
機溶剤等のうち第 種、第 種に当たら
ないもの）の 種であること、
有機則の規制内容をみると、第 条と

第 条は、一定条件を充たす業務にかか
る適用除外を定め（ただし、第 条の適
用除外に行政の認定は不要）、第 条は、
第 条の適用除外認定手続（所轄労基署
長への申請等）を定め、第 条は、第
種有機溶剤等又は第 種有機溶剤等にか
かる有機溶剤業務に労働者を従事させる
場合に、発散源の密閉装置、局所排気装
置又はプッシュプル型換気装置を設ける
べきこと等を定め、第 条は、第 種有
機溶剤等にかかる有機溶剤業務に労働者
を従事させる場合に、前条所定の 種の
装置のほか、全体換気装置の設置でも良
いこと等を定め、第 条は、屋内作業場
の周壁が外気に向けて開放されている場
合等における第 条の適用除外を定め、
第 条は、臨時に屋内での有機溶剤業務
を行う場合で、タンク等の内部以外の場
所で労働者を従事させる場合における第
条の適用除外等を定め、第 条は、労

働者を屋内での有機溶剤業務に従事させ
る時間が短時間であり、かつ全体換気装
置を設ける場合の特例を定め、第 条は、
屋内での壁・床・天井について行う有機
溶剤業務に労働者を従事させる場合で、
有機溶剤の発散面が広くて第 条等所定
の設備（密閉、局排、プッシュプル）が
適応しない場合の特例（全体換気装置を
もって足りる）を定め、第 条は、反応
槽（微生物による有機物の分解など様々
な化学反応を生じさせるタンク）など作
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業上有機溶剤を適正に取り扱える設備が
あって、労働者のばく露防止のための措
置が講じられている場合の特例（全体換
気装置をもって足りる）を定め、第 条
は、温熱設備を使用する有機溶剤業務に
つき、温熱の上昇気流で蒸気を排出する
設備を設けた場合の特例（密閉、局排、
プッシュプル型、全体換気装置のいずれ
も設置不要）、第 条は、第 条とは異
なり有機溶剤業務一般について、それに
労働者を従事させる場合で、有機溶剤の
発散面が広くて第 条等所定の設備（密
閉、局排、プッシュプル）が適応しない
場合に、管轄労基署長の許可を得た場合
の特例（いずれの装置も設置不要）を定
め、第 条の は、次条（第 条の ）
所定の発散防止抑制措置にかかる許可を
受けるために、適任者に労働者のばく露
防止の確保を確認させるなど所定の措置
を講じた上で有機溶剤の濃度を測定した
場合の第 条の特例（密閉、局排、プッ
シュプルの設置不要）を定め、第 条の
は、発散防止抑制措置を講じ、作業環

境測定基準等に準じて有機溶剤の濃度測
定を行った結果、第一管理区分となった
場合、所轄労基署長の許可を受けて、密
閉、局排、プッシュプルの設置を不要と
する旨等を定め、第 条は、局排の機能
の確保のためのフードやダクトの仕様や
設置の適正化（フードを発散源に近接さ
せる等）を定め、第 条は、局排の排風
機（図 参照）を空気清浄装置より排気
口側に設置すべきこと（有機溶剤の蒸気
等が直接排風機にあたると、爆発危険を
生じたり、ファンが腐食したりするため）
等を定め、第 条の は、局排、プッシ

ュプル、全体換気装置等の排気口を直接
外気に開放すべきこと等を定め、第 条
は、局排が型式ごとに所定の制御風速を
持つべきこと等を定め、第 条の は、
プッシュプル型が、所定の構造と性能を
担保すべきことを定め、第 条は、全体
換気装置が担保すべき換気機能を定め、
第 条は、設置した局排、プッシュプル、
全体換気装置の（所定の制御風速以上な
ど一定性能での）稼働の確保を定め、第
条の は、過去 年半の間、所定の作

業環境測定の結果、第一管理区分であっ
た場合で、次条所定の許可を受けるため、
有機溶剤濃度の測定を行う場合の前条の
適用除外等を定め、第 条の は、局排
の稼働が第 条所定の制御風速に充たな
い場合でも、作業環境測定基準による評
価で第一管理区分となった場合の第 条
の特例（特例制御風速での稼働が可能な
こと）等を定め、第 条は、施行令第
条第 号が法第 条に基づき定める作
業主任者を選任すべき有機溶剤作業に該
当しない作業を定め、第 条の は、有
機溶剤作業主任者に行わせるべき職務を
定め、第 条は、法第 条が定期自主
検査を求める機械等に、本規則第 条、
第 条所定の局排が該当することと、 年
以内ごとに定期自主検査を実施すべきこ
と、自主検査の対象等を定め、第 条の
は、前条と同じく本規則第 条、第 条

所定のプッシュプル型が該当することと、
年以内ごとに自主検査を行うべきこと、

検査の対象等を定め、第 条は、前 条
の検査結果の記録と 年間の保存を定め、
第 条は、第 条第 項所定の局排の
最初の使用時や改造時等に、所定事項に
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つき点検すべきこと、その規定が第 条
の 第 項所定のプッシュプル型にも準
用されることを定め、第 条は、第
条第 項、第 項の自主検査や前条の点
検時に異常を認めた場合の補修の義務を
定め、第 条は、屋内で労働者を有機溶
剤業務に従事させる場合に周知すべき事
柄（有機溶剤の有害性や取扱い上の注意
事項等）を定め、第 条は、屋内で労働
者を有機溶剤業務に従事させる場合に、
その有機溶剤の区分を色分け等で表示す
べきことを定め、第 条は、タンク内で
労働者を有機溶剤業務に従事させる場合
に講ずべき措置（開口部の開放、汚染し
た場合等に身体を洗浄させること等）を
定め、第 条は、タンク等の内部での有
機溶剤業務で所定の事故が生じた場合に
労働者を事故現場から退避させるべきこ
と等を定め、第 条は、施行令第 条
第 号所定の作業環境測定を行うべき有
機溶剤業務を特定すると共に、屋内作業
場につき ヶ月以内ごとの濃度測定、測
定結果等の記録と 年間の保存等を定め、
第 条の は、前条所定の屋内作業場に
ついて、同条所定の濃度測定か法第 条
第 項所定の（労働局長の指示による労
働衛生指導医の意見を踏まえた）作業環
境測定が行われた場合、管理区分評価を
行うべきことを定め、第 条の は、前
条による管理区分評価で第 管理区分と
なった場所につき、設備、作業方法等の
点検とその結果に基づく改善措置を講じ、
管理区分の格上げを図るべきこと、改善
措置の効果を測定・評価すべきこと等を
定め、第 条の は、作業環境評価で第
管理区分となった場合に、設備、作業

方法等の点検とその結果に基づく改善措
置を講じる等の努力義務と、その場所に
つき、評価の記録と改善措置を所定の方
法で労働者に周知する義務を定め、第
条は、特殊健診を行うべき有害業務とし
て施行令第 条第 項第 号に掲げられ
た有機溶剤業務（所定の屋内作業場等で
別表第 の 所掲の有機溶剤を製造又は
取り扱う業務のうち省令で定めるもの）
につき、屋内作業場等での有機溶剤業務
のうち、取扱量が少ない所定の場合以外
に特定する旨（第 項）、健診の実施対象
は、その有機溶剤業務に常時従事する者
とし、雇入れ時、有害業務への配置時と
その後 ヶ月以内ごとに所定事項につき
行うべきこと等（第 項）のほか、当該
有害業務のうち本規則別表上欄所掲の有
機溶剤等にかかる業務に常時従事する労
働者には、その物質の区分に応じて同表
下欄所掲の特殊健診を行うべきこと（第
項）、第 項所掲の労働者で医師が必要

と認める者につき、健診項目を追加する
こと（第 項）等を定め、第 条は、前
条所定の特殊健診（有機溶剤等健康診断）
の結果に基づき、健診個人票を作成し、
年間保存すべきことを定め、第 条の
は、この特殊健診（第 条）について、

法第 条の 所定の健診結果に基づく医
師からの意見聴取の方法（期限や聴取し
た意見の記録）等を定め、第 条の の
は、この特殊健診結果の労働者への通

知を定め、第 条の は、この特殊健診
の結果報告書の所轄労基署長への提出の
義務を定め、第 条の は、労働者が有
機溶剤で著しく汚染した場合等に医師を
受診させるべきこと等を定め、第 条は、
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つき点検すべきこと、その規定が第 条
の 第 項所定のプッシュプル型にも準
用されることを定め、第 条は、第
条第 項、第 項の自主検査や前条の点
検時に異常を認めた場合の補修の義務を
定め、第 条は、屋内で労働者を有機溶
剤業務に従事させる場合に周知すべき事
柄（有機溶剤の有害性や取扱い上の注意
事項等）を定め、第 条は、屋内で労働
者を有機溶剤業務に従事させる場合に、
その有機溶剤の区分を色分け等で表示す
べきことを定め、第 条は、タンク内で
労働者を有機溶剤業務に従事させる場合
に講ずべき措置（開口部の開放、汚染し
た場合等に身体を洗浄させること等）を
定め、第 条は、タンク等の内部での有
機溶剤業務で所定の事故が生じた場合に
労働者を事故現場から退避させるべきこ
と等を定め、第 条は、施行令第 条
第 号所定の作業環境測定を行うべき有
機溶剤業務を特定すると共に、屋内作業
場につき ヶ月以内ごとの濃度測定、測
定結果等の記録と 年間の保存等を定め、
第 条の は、前条所定の屋内作業場に
ついて、同条所定の濃度測定か法第 条
第 項所定の（労働局長の指示による労
働衛生指導医の意見を踏まえた）作業環
境測定が行われた場合、管理区分評価を
行うべきことを定め、第 条の は、前
条による管理区分評価で第 管理区分と
なった場所につき、設備、作業方法等の
点検とその結果に基づく改善措置を講じ、
管理区分の格上げを図るべきこと、改善
措置の効果を測定・評価すべきこと等を
定め、第 条の は、作業環境評価で第
管理区分となった場合に、設備、作業

方法等の点検とその結果に基づく改善措
置を講じる等の努力義務と、その場所に
つき、評価の記録と改善措置を所定の方
法で労働者に周知する義務を定め、第
条は、特殊健診を行うべき有害業務とし
て施行令第 条第 項第 号に掲げられ
た有機溶剤業務（所定の屋内作業場等で
別表第 の 所掲の有機溶剤を製造又は
取り扱う業務のうち省令で定めるもの）
につき、屋内作業場等での有機溶剤業務
のうち、取扱量が少ない所定の場合以外
に特定する旨（第 項）、健診の実施対象
は、その有機溶剤業務に常時従事する者
とし、雇入れ時、有害業務への配置時と
その後 ヶ月以内ごとに所定事項につき
行うべきこと等（第 項）のほか、当該
有害業務のうち本規則別表上欄所掲の有
機溶剤等にかかる業務に常時従事する労
働者には、その物質の区分に応じて同表
下欄所掲の特殊健診を行うべきこと（第
項）、第 項所掲の労働者で医師が必要

と認める者につき、健診項目を追加する
こと（第 項）等を定め、第 条は、前
条所定の特殊健診（有機溶剤等健康診断）
の結果に基づき、健診個人票を作成し、
年間保存すべきことを定め、第 条の
は、この特殊健診（第 条）について、

法第 条の 所定の健診結果に基づく医
師からの意見聴取の方法（期限や聴取し
た意見の記録）等を定め、第 条の の
は、この特殊健診結果の労働者への通

知を定め、第 条の は、この特殊健診
の結果報告書の所轄労基署長への提出の
義務を定め、第 条の は、労働者が有
機溶剤で著しく汚染した場合等に医師を
受診させるべきこと等を定め、第 条は、
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この特殊健診で 年以上有機溶剤による
異常所見がみつからなかった場合、所轄
労基署長の許可により、当該健診から医
師からの意見聴取までを免除される旨等
を定め、第 条は、有機溶剤等を入れた
ことのあるタンク内部での業務など一定
の業務に労働者を従事させる場合、送気
マスクを使用させるべきこと等を定め、
第 条は、汚染のおそれのあるタンク内
業務に従事させる場合に講じるべき措置
として全体換気装置を設置したタンク内
での業務など一定の業務に労働者を従事
させる場合に、送気マスクや専用防毒マ
スクを使用させるべきこと等を定め、第
条の は、本規則が労働者に使用させ

ること等を定めた保護具（送気マスクや
防毒マスク等）を、一定数以上備え、常
時メンテナンスすべきことを定め、第
条は、本規則が定める一定の有機溶剤業
務に従事する労働者は、その間保護具を
使用すべきことを定め、第 条は、有機
溶剤等を屋内に貯蔵する際に漏えい防止
などのため講ずべき措置（堅固な容器の
使用等）を定め、第 条は、有機溶剤等
を入れた空容器の密閉、屋外での集積等
を定め、第 条は、有機溶剤作業主任者
技能講習の内容（健康障害防止措置、作
業環境の改善方法や保護具の取扱い方法
等を含む）等を定めていること、
等が示されている。

3 平岡・吉川ほか報告（建設業で

の土砂崩壊にかかる規制科学）

（分担報告書の執筆は完了、ここでの

整理は未了） 

4 北岡報告（罪刑法定主義と安全

衛生の確保の関係）

（分担報告書の執筆は完了、要約は未了）

5 高木報告（中小企業における安

全衛生の確保）

（分担報告書の執筆は完了、要約は未了）

6 近藤報告（発注者等の責任）

（分担報告書の執筆は完了、要約は未了）

7 浅田報告（安全関係の特別規則

の趣旨と概要、統合の可能性）

（分担報告書の執筆は完了、要約は行わ
ない）

8 藤森報告（衛生関係の特別規則

の趣旨と概要、統合の可能性）

（分担報告書の執筆は完了、要約は行わ
ない）

9 藤森報告（産業用ロボットの特

別規制）

（分担報告書の執筆は完了、要約は未了）

10 笹井報告（安衛法・安衛則の名

宛人と保護対象の整理）

（分担報告書の執筆は完了、要約は未了）

四 社会調査の結果（資料）

1 日本での社会調査の結果

現行安衛法の長所と課題を企業等の安
全衛生関係者がどう認識しているか、安
全衛生意識の高い／低い経営者の背景は
何か等を調べるため、民間の によ
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るモニター調査を行う業者（ネオマーケ
ティング社）に依頼し、企業等で安全衛
生に直接・間接に関わる者を対象として、
有効回答数 を得られることの事前の
出現率調査を経て、彼／彼女らを対象と
する社会調査を行い、現に当該有効回答
数を得た。
所属企業規模は、 人が全体の 割

程度を占めたが、 人以上も 割ほ
ど、 人以上では 割ほどに達した。
職種・職位は、企業の経営者（約 割）

や経営企画職（約 ％）、人事労務担当者
（約 ％）、ライン管理職（約 割）か
ら、安全衛生担当職（約７％）、一般職
（約 割）に至るまで、幅広い層にわた
った。個人事業主が回答者全体の 割ほ
どおり、経営者には個人事業主も含まれ
ると解される。公務員も ％ほどいた。
産業保健職は少なかった（ ％）。
回答者の所属先の業種は、製造業が

割、サービス業、建設業、卸売・小売業
が各１割強の割合だった。調査の仕組み
から、回答者は、一定以上は安全衛生へ
の関心を持つ者と考えられるため、伝統
的に労災が多かった業種が中心ながら、
三次産業でも安全衛生への関心が広がっ
てきている可能性が窺われた。
もっとも、回答者の年齢層は 代から
代で全体の約 割を占めており、若年

層の関心はあまり得られていないことも
窺われた。
こうした回答者の属性は、日本で安全

衛生に関心を持つ者の傾向と概ね一致し
ていると思われ、本調査結果のある程度
の信頼性が窺われた（なお、こうした

調査の信頼性が担保される条件につ

いては、本田則惠「インターネット調
査・モニター調査の特質―モニター型イ
ンターネット調査を活用するための課題
―」日本労働研究雑誌 号 頁
（ 年）などを参照した）。
現行安衛法の成立後、労災が大幅に減

少した理由と考えられる長所を選択式・
複数回答可で尋ねたところ、安全衛生管
理体制が整備されていることが最多で約
割、危害防止基準の整備が約４割、危

害防止基準が分かり易いことが約３割、
事業者の自主的な取り組みを促進する内
容となっていることも３割弱、主な義務
付けの対象を事業者としていることが約
％、労働者を対象とした義務規定を置

いていることが約 割、その他、本法の
もとで、労働行政が安全衛生を重視した
監督指導を行って来たことも 割弱に達
した。
安全衛生が、一律的な法令による一律

的な強制より、関係者を広く巻き込み、
その自発的な行動を促さない限り達し得
ないものであること、つまり、関係者の
安全行動への働きかけを行う仕掛けが重
要であることが窺われた。ただし、回答
者の関係法令知識の調査結果とクロス検
索したところ、危害防止基準の整備を評
価する声は、法令知識に詳しい者の方が
高かったので、これまでに策定されてき
た危害防止基準は、比較的「玄人受け」
し易いことも窺われた。
現行安衛法につき、専門家が本格的に

検討すべき課題を尋ねたところ、条文の
中でよく用いられる「危険を及ぼすおそ
れ」などの抽象的な文言の判断基準が最
多で４割弱（「常時」、「事業者」の文言の
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るモニター調査を行う業者（ネオマーケ
ティング社）に依頼し、企業等で安全衛
生に直接・間接に関わる者を対象として、
有効回答数 を得られることの事前の
出現率調査を経て、彼／彼女らを対象と
する社会調査を行い、現に当該有効回答
数を得た。
所属企業規模は、 人が全体の 割

程度を占めたが、 人以上も 割ほ
ど、 人以上では 割ほどに達した。
職種・職位は、企業の経営者（約 割）

や経営企画職（約 ％）、人事労務担当者
（約 ％）、ライン管理職（約 割）か
ら、安全衛生担当職（約７％）、一般職
（約 割）に至るまで、幅広い層にわた
った。個人事業主が回答者全体の 割ほ
どおり、経営者には個人事業主も含まれ
ると解される。公務員も ％ほどいた。
産業保健職は少なかった（ ％）。
回答者の所属先の業種は、製造業が

割、サービス業、建設業、卸売・小売業
が各１割強の割合だった。調査の仕組み
から、回答者は、一定以上は安全衛生へ
の関心を持つ者と考えられるため、伝統
的に労災が多かった業種が中心ながら、
三次産業でも安全衛生への関心が広がっ
てきている可能性が窺われた。
もっとも、回答者の年齢層は 代から
代で全体の約 割を占めており、若年

層の関心はあまり得られていないことも
窺われた。
こうした回答者の属性は、日本で安全

衛生に関心を持つ者の傾向と概ね一致し
ていると思われ、本調査結果のある程度
の信頼性が窺われた（なお、こうした

調査の信頼性が担保される条件につ

いては、本田則惠「インターネット調
査・モニター調査の特質―モニター型イ
ンターネット調査を活用するための課題
―」日本労働研究雑誌 号 頁
（ 年）などを参照した）。
現行安衛法の成立後、労災が大幅に減

少した理由と考えられる長所を選択式・
複数回答可で尋ねたところ、安全衛生管
理体制が整備されていることが最多で約
割、危害防止基準の整備が約４割、危

害防止基準が分かり易いことが約３割、
事業者の自主的な取り組みを促進する内
容となっていることも３割弱、主な義務
付けの対象を事業者としていることが約
％、労働者を対象とした義務規定を置

いていることが約 割、その他、本法の
もとで、労働行政が安全衛生を重視した
監督指導を行って来たことも 割弱に達
した。
安全衛生が、一律的な法令による一律

的な強制より、関係者を広く巻き込み、
その自発的な行動を促さない限り達し得
ないものであること、つまり、関係者の
安全行動への働きかけを行う仕掛けが重
要であることが窺われた。ただし、回答
者の関係法令知識の調査結果とクロス検
索したところ、危害防止基準の整備を評
価する声は、法令知識に詳しい者の方が
高かったので、これまでに策定されてき
た危害防止基準は、比較的「玄人受け」
し易いことも窺われた。
現行安衛法につき、専門家が本格的に

検討すべき課題を尋ねたところ、条文の
中でよく用いられる「危険を及ぼすおそ
れ」などの抽象的な文言の判断基準が最
多で４割弱（「常時」、「事業者」の文言の
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意味内容も各３割弱）、建設安全のため、
その設計者・発注者などに法的義務を課
すことの是非と内容が 割弱（機械安全
や化学物質対策のため、製造業者・加工
業者などの譲渡提供者に法的義務を課す
ことの是非と内容も約 割）、中小企業の
安全衛生管理の向上策が約 ％、経営層
の安全衛生意識と知識を高める方策が約
２割、増加する高年齢者に多い安全衛生
上のリスクを考慮した規制のあり方が約
％に達したが、労災民事裁判での安衛

法の意義は約 割、産業ロボットへの接
触に関する規制のあり方は ％未満、ア
メリカのインダストリアル・ハイジニス
トのような高いレベルの化学物質管理の
専門家を認定する国家資格の創設は約
％に過ぎなかった。
回答者を専門家に限定しない調査の限

界かもしれないが、専門家向けの調査で
も回答の傾向はさほど変わらないかもし
れない。
対象を経営層（経営者、役員）

（ ／ ）のうち、経営上安全衛
生を大いに重視しているか重視している
と回答した約半数に理由を尋ねたところ、
労災被害者の発生が人間としていたたま
れないためが 割強、労災が他の社員の
士気や帰属意識に悪影響を及ぼすためが
割強、労災による経済的損失は 割弱

に達したが、経営トップの方針だからや、
そうした企業風土があるからは約 割に
過ぎなかった。
経営上安全衛生を重視している証とし

て具体的に講じている施策を、企業（事
業）規模別に、選択式・回答３つまでの
条件で尋ねたところ、従業員数 人以

上では、安全衛生専門部署を設け、従業
員 人あたり 人以上のスタッフを配
置しているが 割を超え、そうした専門
部署のスタッフを社内（団体内）の中枢
部門等で活用しているも 割近くに達し
た。従業員数 人未満では、社内（団
体内）に安全衛生担当者を選任し、実際
に活動させているが 割強、安全・衛生
委員会を開催しているが約 ％だった。
安全衛生をあまり重視していないか重

視していないと回答した経営層に理由を
尋ねたところ、企業（団体）が殆ど／全
く労災を経験していないためが最多で
割強、労災が生じても他の社員の士気や
帰属意識にあまり悪影響を及ぼさないた
めが約 ％だった。
経営層の安全衛生意識には、経営層の

モラルへの訴えかけや過去の労災体験の
ほか、組織内の従業員が労災を起こす組
織への帰属意識を低下させるか否か、つ
まり、従業員の労働意欲や定着率が少な
からず影響することが窺われた。

2 UK での社会調査の結果

年度に、 年度に日本で行っ
た社会調査（前項）とほぼ同様の調査を

でも実施した。 に本拠を置く大手
のインターネットベースの市場調査会社
（ ）に委託し、企業や団体で安
全衛生に関係する業務に携わっている方
を対象として、 サンプルを得た。
回答者の所属する業種は多岐にわたっ

ており、教育関係が約 ％で最多、その
他、製造業約 ％、他に分類されないサ
ービス業 ％、建設業、情報通信業、卸
売・小売業約 ％、地方自治体、不動産、
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飲食宿泊業約 ％などとなっていた。企
業規模にも幅があり、従業員数 人未満
約 割、 人約 ％、 人約
％、 人約 割、 以上約
％だった。
その結果を一言でいえば、やはり安全

衛生文化の高さがデータとして顕在化し
たように思われる。
たとえば、
①そもそも回答者にトップマネジメン

ト層が多かった（経営者約 ％、役員ク
ラス約 ％だったほか、人事労務担当部
署以外の中間管理職も ％だった）うえ、
安全衛生を重視している企業は、かなり
の割合で安全衛生担当役員等の上級管理
者を選任していた（安全衛生を重視する
経営者のうち約 ％）、
②安全衛生の専門家のステータスが高

い。従って、その専門家でありさえすれ
ば、他の中枢部門に配置されなくても、
その意見が尊重されることがうかがわれ
た（安全衛生を重視する経営層のうち約
％。ただし、高額の報酬を支払うとの

回答は約 ％にとどまった）、
③後述するように、 （イギリス

労働安全衛生法典）が労災防止効果を挙
げた背景として、日本の安衛法と同様の
回答が多かったが、サプライチェーンの
川上から川下までをカバーする規制を指
摘する者が多かった（約 ％）、また、

（安全衛生専門の行政機関）が専門
性の高い監督指導を行っているとの指摘
も多かった（ ％）、
④ では産業医制度が法定されてい

ない。法定の必要性を尋ねたところ、殆
ど不要との回答だった。 （実地医家）

が同様の機能を果たしているうえ、健康
問題を扱う専門家は、医師でなくてもス
テータスが高いため、知識と説得力の両
面で、医師である必要がない可能性が窺
われた、
⑤企業内で安全衛生法をよく知る者の

割合はさほど多くないが（本調査への回
答で、よく知っているは約 ％、それな
りに知っているは約 ％だった）、その
分、専門知識を持つ担当者を信頼してい
ることが窺われた、
等が特徴的だった。
他方、
⑥ （イギリス労働安全衛生法典）

が労災防止効果を挙げた背景は、安全衛
生管理体制の構築と応えた者が多く（約
％）、それと共に、経営者・管理者が

負う法的責任の重さ（約 ％）、危害防
止基準の充実（約 ％）も高い割合だっ
た、
⑦現行安衛法制度の厳しさ・緩さにつ

いて概ね妥当との回答者が多かった（約
割）、
⑧安全衛生を重視する経営層（経営者

と役員クラスのうち、非常に重視するが
全体の約 ％、それなりに重視するが全
体の約 ％いた）に、その理由を確認し
たところ、日本と同様に、労災が生じる
と良心が痛むという人道的理由が圧倒的
に多く（約 ％）、従業員の帰属意識の
低下（約 ％）、法的制裁、会社の方針
であること（約 ％）、賠償金（約 ％）
などが続いた、
⑨安全衛生を重視する中小企業の経営

層が実際に講じている措置は、企業内で
の安全衛生担当者の選任（約 ％）、企
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飲食宿泊業約 ％などとなっていた。企
業規模にも幅があり、従業員数 人未満
約 割、 人約 ％、 人約
％、 人約 割、 以上約
％だった。
その結果を一言でいえば、やはり安全

衛生文化の高さがデータとして顕在化し
たように思われる。
たとえば、
①そもそも回答者にトップマネジメン

ト層が多かった（経営者約 ％、役員ク
ラス約 ％だったほか、人事労務担当部
署以外の中間管理職も ％だった）うえ、
安全衛生を重視している企業は、かなり
の割合で安全衛生担当役員等の上級管理
者を選任していた（安全衛生を重視する
経営者のうち約 ％）、
②安全衛生の専門家のステータスが高

い。従って、その専門家でありさえすれ
ば、他の中枢部門に配置されなくても、
その意見が尊重されることがうかがわれ
た（安全衛生を重視する経営層のうち約
％。ただし、高額の報酬を支払うとの

回答は約 ％にとどまった）、
③後述するように、 （イギリス

労働安全衛生法典）が労災防止効果を挙
げた背景として、日本の安衛法と同様の
回答が多かったが、サプライチェーンの
川上から川下までをカバーする規制を指
摘する者が多かった（約 ％）、また、

（安全衛生専門の行政機関）が専門
性の高い監督指導を行っているとの指摘
も多かった（ ％）、
④ では産業医制度が法定されてい

ない。法定の必要性を尋ねたところ、殆
ど不要との回答だった。 （実地医家）

が同様の機能を果たしているうえ、健康
問題を扱う専門家は、医師でなくてもス
テータスが高いため、知識と説得力の両
面で、医師である必要がない可能性が窺
われた、
⑤企業内で安全衛生法をよく知る者の

割合はさほど多くないが（本調査への回
答で、よく知っているは約 ％、それな
りに知っているは約 ％だった）、その
分、専門知識を持つ担当者を信頼してい
ることが窺われた、
等が特徴的だった。
他方、
⑥ （イギリス労働安全衛生法典）

が労災防止効果を挙げた背景は、安全衛
生管理体制の構築と応えた者が多く（約
％）、それと共に、経営者・管理者が

負う法的責任の重さ（約 ％）、危害防
止基準の充実（約 ％）も高い割合だっ
た、
⑦現行安衛法制度の厳しさ・緩さにつ

いて概ね妥当との回答者が多かった（約
割）、
⑧安全衛生を重視する経営層（経営者

と役員クラスのうち、非常に重視するが
全体の約 ％、それなりに重視するが全
体の約 ％いた）に、その理由を確認し
たところ、日本と同様に、労災が生じる
と良心が痛むという人道的理由が圧倒的
に多く（約 ％）、従業員の帰属意識の
低下（約 ％）、法的制裁、会社の方針
であること（約 ％）、賠償金（約 ％）
などが続いた、
⑨安全衛生を重視する中小企業の経営

層が実際に講じている措置は、企業内で
の安全衛生担当者の選任（約 ％）、企
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業外のコンサルタントの選任（約 ％）
だった、
⑩安全衛生を重視しない経営層の重視

しない理由のトップは、過去の労災経験
がないことだった（約 割）、
等の点は、日本と共通している。
検討すべき政策上の重要課題としては、

メンタルヘルス（約 ％）、クラウドワ
ーク等を行うフリーランスの安全衛生
（約 ％）などが高い割合だった。また、
安衛法制の完成度と実効性が高い に
おいてなお、企業規模を問わない経営層
の意識の向上（約 ％）、法文上、雇用
者が講じるべき安全衛生上の諸措置の基
準とされている、「合理的に実行可能な
（ ）」の定義の明確
化（約 ％）などを指摘する者も多かっ
た。
なお、調査票を作成する段階で、イギ

リスでは 歳以上の者は殆ど働かないの
で、高齢労働者の安全衛生問題は重視さ
れない、との指摘があり、該当する選択
肢を削除した。
日本の安衛法は、大きな災防効果を果

たしてきたが、まだまだできることがあ
ることが窺われる。

Ｄ．考察及びＥ．結論

本プロジェクトのうち、特に体系書の

制作にかかるエフォートは膨大で、未だ

完了し得ていないが（内容的には、半ば

安全衛生行政の試行錯誤の棚卸しのよう

な様を呈している）、予定した分担報告

書は全て提出され、統括による要約も2/3
近く完了している。 
現段階で得られた知見は、要約、以下

の通り（図 1 を参照されたい）。 
日本の安衛法は、道交法などと同様に、

人の生命・身体・財産を主な保護法益と

してきた。しかし、どちらも、3E（規制、

技術、教育）等による安全行動の秩序

（無形財）の形成を図ることで、社会・

経済条件等の変化の中で、大きな災害防

止効果を挙げてきた。安衛法の場合、以

前は、技術者が解明した労災の再発防止

策をそのまま義務規定としていたが、十

分な災防効果を挙げられなかったことか

ら、経営工学等を活用した、より本質的

な対策が盛り込まれて、災防効果が現れ

た。典型例は、発注者（他者から仕事を

請け負っていない最も先次の注文者（法

第 30 条第 2 項）。法第 31 条の 3 からも

明らかなように、自ら仕事の一部を行う

か否かは問われないが、請負業者でない

こと（いわばお客様）を前提にしている

ので、自身で仕事を行わないことが多い。

自ら仕事を行う場合、元方事業者に該当

し得る）や元方事業者等に作業場の安全

を統括管理させる規制や、経営利益の帰

属主体である事業者に最終責任を負わせ

ると共に、安全管理者や衛生管理者、作

業主任者などの専門知識を持つ担当者を

活用するよう義務づけた規定である。 
その後、安全に比べて、リスク要因や

有効な対策が不明確だったり、個別性が

求められる衛生問題や健康問題に焦点が

当たると、作業環境測定法、長時間労働

面接制度、ストレスチェック制度のよう

に、専門家の活用を重視する法制度の整

備が進んだ。近年は、がん患者の治療と

就労の両立支援、副業・兼業・フリーラ

ンスの健康促進策のように、安衛法に基
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づき、労働者のみならず、その関係者の

QOL や QOWL の実現を図る政策が進め

られるようになっている。これは、技術

的法制度が社会的法制度に変質してきた

ということである。 
こうした法制度の展開を通じて、技術

的な再発防止策をルール化した安全衛生

基準の整備や、安全衛生技術の開発は進

んだが、リスク創出者等の管理責任負担

原則や、経営者・組織の意識や知識の向

上、未解明のリスク対応などの積み残し

課題も多い。そうした課題の集積とも言

えるのが、化学物質対策である。 
こうした日本の法制度とそれを支える

文化は、日本より死亡災害等の低減につ

き高水準の安全衛生を達成しているイギ

リスなどとは異なるが、民事法上の安

全・健康配慮義務が発展し、使用者らに

安全衛生上のリスク管理を幅広く求める

ようになっている。少子高齢化も背景に、

特に健康配慮義務の展開が著しい。 
もっとも、災防効果との関係では、①

達すべき目的、②構築すべき体制、③方

法論の明示、の重要性は変わっていない。

特に、不確実性（原因と対策が不明確な

こと）が強い、ないし個々人の自己決定

（自分に関わることは自ら決めること）

との調整が求められる健康対策では、③

（及び②）をガイドライン等のソフト・

ローにして、事業場の実情に応じた方法

論を許容する方策が求められる。 
ガイドラインは、法の履行支援のツー

ルと理解されているが、明快に法遵守の

基準と位置づけ、かならずしも違反の基

準とはしない、すなわち、同様の効果を

達成できる限り反しても構わないとの位

置づけとすることで、規制の性能要件化

を支援すると思われる。 
以下、分野ごとに提言の要点のみ述べ

る。 
化学物質管理では、「化学物質は全て

あぶない（危険性・有害性をもつ）かも

しれない」との文言を法律条文等に挿入

することで、リスクアセスメントの全面

的な義務化にも貢献すると思われる。従

前のように、危険有害性が判明したとこ

ろに資格者を充てるのではなく、リスク

が殆どないことを適任な専門家に証明さ

せる発想転換が求められる。 
産業保健では、メンタルヘルスや生活

習慣病等の技術的対応が困難な課題につ

き、目標とする健康状態を本人に選択さ

せる必要がある。WHO の示す、身体的、

精神的、社会的健康の全てを達すること

は難しいので、そのいずれについて、何

をどの程度達成するかを、専門家との対

話の中で個人と事業組織が自己決定して

いくように誘う必要がある。それによっ

て、個人と事業組織の（利害）調整も可

能となる。絶対の健康状態を目指さない

ことが重要であり、それを支援する専門

家にも、法や経営の実務に関する学修を

通じた社会性の習得が求められる。 
個人事業者等の安全衛生については、

リスク創出者管理責任負担原則を基本原

則として、業域ごとで就労者が加入する

か、就労者の働き方／安全衛生に影響を

与える業者の団体の形成を促し、災害デ

ータの収集や再発防止を筆頭に、安全衛

生の実現のための管理体制を敷かせる必

要がある。 
より個別具体的な提言は、先の研究プ
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づき、労働者のみならず、その関係者の

QOL や QOWL の実現を図る政策が進め

られるようになっている。これは、技術

的法制度が社会的法制度に変質してきた

ということである。 
こうした法制度の展開を通じて、技術

的な再発防止策をルール化した安全衛生

基準の整備や、安全衛生技術の開発は進

んだが、リスク創出者等の管理責任負担

原則や、経営者・組織の意識や知識の向

上、未解明のリスク対応などの積み残し

課題も多い。そうした課題の集積とも言

えるのが、化学物質対策である。 
こうした日本の法制度とそれを支える

文化は、日本より死亡災害等の低減につ

き高水準の安全衛生を達成しているイギ

リスなどとは異なるが、民事法上の安

全・健康配慮義務が発展し、使用者らに

安全衛生上のリスク管理を幅広く求める

ようになっている。少子高齢化も背景に、

特に健康配慮義務の展開が著しい。 
もっとも、災防効果との関係では、①

達すべき目的、②構築すべき体制、③方

法論の明示、の重要性は変わっていない。

特に、不確実性（原因と対策が不明確な

こと）が強い、ないし個々人の自己決定

（自分に関わることは自ら決めること）

との調整が求められる健康対策では、③

（及び②）をガイドライン等のソフト・

ローにして、事業場の実情に応じた方法

論を許容する方策が求められる。 
ガイドラインは、法の履行支援のツー

ルと理解されているが、明快に法遵守の

基準と位置づけ、かならずしも違反の基

準とはしない、すなわち、同様の効果を

達成できる限り反しても構わないとの位

置づけとすることで、規制の性能要件化

を支援すると思われる。 
以下、分野ごとに提言の要点のみ述べ

る。 
化学物質管理では、「化学物質は全て

あぶない（危険性・有害性をもつ）かも

しれない」との文言を法律条文等に挿入

することで、リスクアセスメントの全面

的な義務化にも貢献すると思われる。従

前のように、危険有害性が判明したとこ

ろに資格者を充てるのではなく、リスク

が殆どないことを適任な専門家に証明さ

せる発想転換が求められる。 
産業保健では、メンタルヘルスや生活

習慣病等の技術的対応が困難な課題につ

き、目標とする健康状態を本人に選択さ

せる必要がある。WHO の示す、身体的、

精神的、社会的健康の全てを達すること

は難しいので、そのいずれについて、何

をどの程度達成するかを、専門家との対

話の中で個人と事業組織が自己決定して

いくように誘う必要がある。それによっ

て、個人と事業組織の（利害）調整も可

能となる。絶対の健康状態を目指さない

ことが重要であり、それを支援する専門

家にも、法や経営の実務に関する学修を

通じた社会性の習得が求められる。 
個人事業者等の安全衛生については、

リスク創出者管理責任負担原則を基本原

則として、業域ごとで就労者が加入する

か、就労者の働き方／安全衛生に影響を

与える業者の団体の形成を促し、災害デ

ータの収集や再発防止を筆頭に、安全衛

生の実現のための管理体制を敷かせる必

要がある。 
より個別具体的な提言は、先の研究プ

総括研究報告書（三柴 丈典）

ロジェクトで行政官等から示された提言
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該当せず。 
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各分担研究所の脚注を参照されたい。 
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（作図：三柴丈典・本プロジェクト研究統括） 
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（作図：三柴丈典・本プロジェクト研究統括） 
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【図 2】

 

（ 厚 生 労 働 省 ・ 職 場 の あ ん ぜ ん サ イ ト

（https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo101_1.html 最終閲覧日 2022 年 5 月 24 日）） 
 

【図 3】
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（ 三 菱 化 工 機 株 式 会 社 の ウ ェ ブ サ イ ト （

最終閲覧日 年 月 日）より） 
 
【図 4】
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（@wazezundare のブログ（https://note.com/zundare 最終閲覧日：2021 年 8 月 25 日）

より） 
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（@wazezundare のブログ（https://note.com/zundare 最終閲覧日：2021 年 8 月 25 日）

より） 
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【図 5】

 
（ MyNote 第 一 種 衛 生 管 理 者 試 験 対 策 の サ イ ト

（https://eiseipassport.com/entry34.html#ref_kourou1 最終閲覧日：2021 年 8 月 25 日）

より） 
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（株式会社デュコルのウェブサイト（https://ducol.co.jp/techinfo/hood_form/最終閲覧日：

2021 年 8 月 25 日）） 
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【図 7】

 
（テラル株式会社の WEB サイト（https://www.teral.net/solution/exhaust/yougo-system-
local/最終閲覧日：2021 年 9 月 6 日）より） 
 
【表 1】

条項 名宛人 危険、有害性又は労働災害の分類 措置

第

条

事業者

は、

機械、器具その他の設備（以下「機

械等」という。）による危険

による

危険

を防止するた

め必要な措置

を講じなけれ

ばならない。

爆発性の物、発火性の物、引火性の

物、酸化性の物、可燃性のガスまた

は粉じん、硫酸その他の腐食性液体

等による危険

電気、熱、アーク等の光、爆発の際

の衝撃波その他のエネルギー

第

条第

項

掘削、採石、荷役、伐木等の業務に

おける作業方法

から生

ずる

第

条第

項

労働者が墜落するおそれのある場

所、土砂等が崩壊するおそれのある

場所、物体の落下するおそれのある

場所等

に係る

第

条

原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素

欠乏空気、病原体等

による 健康障害

放射線、高温、低温、超音波、騒

音、振動、異常気圧、赤外線、紫外

線、レーザー光線等の有害光線等

計器監視、精密工作等の作業

排気、排液又は残さい物

第

条
労働者の作業行動

から生

ずる
労働災害
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（作図：森山誠也・本プロジェクト研究協力者） 
 
【表 2】

 

（作図：森山誠也・本プロジェクト研究協力者） 
 

【表 3】
測定のみを実施した場合

測定

第一評価値＜管理濃度 第二評価値≦管理濃度≦第一評価値 第二評価値＞管理濃度

第一管理区分 第二管理区分 第三管理区分

測定および 測定を実施した場合

測定

第一評価値＜管理

濃度

第二評価値≦管理濃

度≦第一評価値

第二評価値＞管理濃

度

測

定

測定値＜管理濃度 第一管理区分 第二管理区分 第三管理区分

管理濃度≦B 測定値≦

管理濃度×1.5

第二管理区分 第二管理区分 第三管理区分

測定値＞管理濃度

×

第三管理区分 第三管理区分 第三管理区分

（作図：森晃爾・本プロジェクト分担研究者）
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（パナソニック産業衛生科学センターの WEB サイト（最終閲覧日：2023 年 2 月 9 日） 
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（パナソニック産業衛生科学センターの WEB サイト（最終閲覧日：2023 年 2 月 9 日） 
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分担研究者 吉川直孝 （独）労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所・上席研究員 
分担研究者 大幢勝利 （独）労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所・センター長 
分担研究者 平岡伸隆 （独）労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所・主席研究員 
分担研究者 梅崎重夫 （独）労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所・所長 
分担研究者 豊澤康男 （独）労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所・フェロー研究

員 
 

研究要旨 
本分担研究では、1972 年に制定された労働安全衛生法(以下「安衛法」という。)にお

いて、制定の動機となった災害を含めて安衛法の制定経緯を簡潔にまとめることを目的

としている。そのため、労働基準法研究会第 3 小委員会の報告書を主として、安衛法の

各条文の制定経緯を知るためには、労基法、工場法まで遡る必要があった。調査の結果、

多くの安衛法の条文は、1 つには、工場法、安衛法制定前の労基法、労働災害防止団体等

に関する法律、安衛法制定前の省令事項（安衛則、電離則、特化則、高圧則）等の流れを

組む条文が多くあること、もう 1 つには、安衛法制定前に立ち上げられた労働基準法研

究会(石井照久会長)において、当時の災害発生状況を詳細に分析し、当時の災害の傾向を

適切に捉えて、それらの災害を的確に減少させるように、多くの条文が形成されている

ことが明らかとなった。 
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Ａ．研究目的 
 本分担研究では、1972 年に制定された労

働安全衛生法(以下「安衛法」という。)にお

いて、制定の動機となった災害、制定の経緯

を簡潔にまとめることを目的としている。 
 
Ｂ．研究方法 
 安衛法の制定の動機等を調べるため、既

往の文献を調査し、その概要をまとめる方

法を採用した。 
その際、現在残されている資料として国

立公文書館の資料、中央労働災害防止協会

が発行する産業安全年鑑、安衛法制定に係

わる書籍等を中心に調査するとともに、こ

れら資料や書籍に記載されていた災害等に

関する文献を収集して調査を行った。 
 
Ｃ．研究結果 
本研究では、1972 年に制定された安衛法

において、制定の動機となった災害、制定の

経緯を調査した。 

以下に、安衛法の条文に係る工場法の条

文、当時の労働基準法（以下「労基法」とい

う。）の条文、安衛法制定前の重大災害、労

働基準法研究会の報告書で言及された安衛

法の骨子をまとめた。 

1911（明治 44）年 3月 28日に工場法（明

治 44年法律第 46号）が制定され 1)、1916

（大正 5）年 9 月 1 日に施行された。以下

に、主な条文のタイトルを列挙する 2)。 

・適用範囲（第１条） 

・12 歳未満の者の使用禁止（最低年齢

制限）（第２条） 

・保護職工（15歳未満の者および女子）

に対する就業時間制限（休憩時間を含

み 1日 12時間），深夜業（午後 10時

から午前 4 時）の禁止，休憩時間（1

日の就業時間が 6 時間を超える労働

につき 30分，10時間を超えるときは

1時間）および月 2回の休日の付与（第

３条～第８条）  

・・保保護護職職工工のの危危険険有有害害業業務務へへのの就就業業制制

限限（（第第９９条条～～第第１１１１条条））  

・・傷傷病病者者及及びび妊妊婦婦へへのの就就業業制制限限（（第第１１２２

条条））  

・・男男子子をを含含むむ職職工工一一般般にに対対すするる危危害害のの

予予防防（（第第１１３３条条））  

・・臨臨検検（（第第１１４４条条））  

・職工一般に対する災害扶助（第１５条） 

・徒弟に関する事項（第１６条） 

・職工一般に対する雇入，解雇，周旋の

取締り（第１７条）  

・工場管理者の選任（第１８条） 

・工場管理者の権限（第１９条） 

・罰則（第２０，２１条） 

・罰則の範囲（第２２条） 

・罰則対象者による行政訴訟の許可（第

２３条） 

・原動力を用いる工場への本法の適用

（第２４条） 

・官立及び公立工場への本法の適用（第

２５条） 

ここで、後の安衛法に繋がる条文として

は、主に第９条～第１１条の保護職工の危

険有害業務への就業制限、第１２条の傷病

者及び妊婦への就業制限、第１３条の男子

を含む職工一般に対する危害の予防、第１

４条の臨検等が挙げられる。 

工場法が施行されて以降、様々な省令が

制定されている。畠中信夫氏の書籍 2）によ

る文章を引用させていただくと以下のとお

りである。 
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いて、制定の動機となった災害、制定の経緯

を簡潔にまとめることを目的としている。 
 
Ｂ．研究方法 
 安衛法の制定の動機等を調べるため、既

往の文献を調査し、その概要をまとめる方

法を採用した。 
その際、現在残されている資料として国
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れら資料や書籍に記載されていた災害等に
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本研究では、1972 年に制定された安衛法

において、制定の動機となった災害、制定の

経緯を調査した。 

以下に、安衛法の条文に係る工場法の条

文、当時の労働基準法（以下「労基法」とい

う。）の条文、安衛法制定前の重大災害、労

働基準法研究会の報告書で言及された安衛

法の骨子をまとめた。 

1911（明治 44）年 3月 28日に工場法（明

治 44年法律第 46号）が制定され 1)、1916

（大正 5）年 9 月 1 日に施行された。以下
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制限）（第２条） 
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・官立及び公立工場への本法の適用（第

２５条） 

ここで、後の安衛法に繋がる条文として

は、主に第９条～第１１条の保護職工の危

険有害業務への就業制限、第１２条の傷病

者及び妊婦への就業制限、第１３条の男子

を含む職工一般に対する危害の予防、第１

４条の臨検等が挙げられる。 

工場法が施行されて以降、様々な省令が

制定されている。畠中信夫氏の書籍 2）によ

る文章を引用させていただくと以下のとお

りである。 

分担研究報告書（吉川直孝、大幢勝利、平岡伸隆、梅崎重夫、豊澤康男） 

3 

 

特定の危険・有害物に対する規制として、

1919（大正 8）年の ILO（国際労働機関）第

1 回総会で採決された ILO 第 6 号勧告（燐

寸製造に於ける黄燐使用の禁止に関する

1906年のベルヌ国際条約の適用に関する勧

告）を受けて、1921（大正 10）年に「黄燐

燐寸製造禁止法」（大正 10 年法律第 61号）

が、前記条約の批准公布に先立ち制定され

た。また、工場法第１３条に基づいて、1927

（昭和 2）年に「工場附属寄宿舎規則」（内

務省令第 26 号）が制定され、続いて 1929

（昭和 4）年に「工場危害予防及衛生規則」

（内務省令第 24 号）が制定公布されている。

その後、建設業、土石採取業、貨物運送業等

屋外産業における労働者災害補償を目的と

して、1931（昭和 6）年に、労働者災害扶助

法および労働者災害扶助責任保険法が制定

された。そして、その運営上の必要もあっ

て、労働者災害扶助法第５条の規定に基づ

き、1934（昭和 9）年には「土石採取場安全

及衛生規則」（内務省令第 11号）が制定さ

れている。1935（昭和 10）年 4月 9日には、

全文 53箇条から成る「汽罐取締令」（内務

省令第 200 号）が公布され、同年 5 月 1 日

から施行された。さらに、1937（昭和 12）

年には「土木建築工事場安全及衛生規則」

（内務省令第 41 号）、1941（昭和 16）年に

は「土木建築工事場附属寄宿舎規則」（厚生

省令第 53号）が制定され、製造業以外の他

の業種に対する安全衛生関係法令の拡大が

なされていった。 

このような経過で整備された工場法およ

び同法に基づく省令等を参考として 1947

（昭和 22）年 4月 7日に労働基準法（昭和

22 年法律第 49 号）が制定され 3)、同年 9

月１日に同法の大部分が施行された。残余

の部分は同年 11月 1日に施行された。以下

に、労基法の章立てを列挙する。 

・第 1章（総則） 

・第 2章（労働契約） 

・第 3章（賃金） 

・第 4章（労働時間，休憩，休日及び年

次有給休暇）  

・・第第 55章章（（安安全全及及びび衛衛生生））  第第 4422条条かか

らら第第 5555条条  

・・第第 66章章（（女女子子及及びび年年少少者者））  

・第 7章（技能者の養成） 

・第 8章（災害補償） 

・第 9章（就業規則） 

・第 10章（寄宿舎） 第 96条 

・第 11章（監督機関） 

・第 12章（雑則） 

・第 13章（罰則） 

ここで、前述の工場法の第 9条から第 14

条や、それに関連して整備された法令、また

後の安衛法に繋がる条文としては、主に第

４２条から第５５条の第 5 章（安全及び衛

生）が挙げられる。そのうち、例えば、労基

法第４８条（有害物の製造禁止）では、黄り

んマッチに関する製造、販売、輸入、所持を

禁止しており、同条文は前述した「黄燐燐寸

製造禁止法」（大正 10 年法律第 61 号）を

受けたものである。また、事業附属寄宿舎の

設備および安全衛生に関しても、労基法の

「第 10章 寄宿舎」の章に第９６条として

一カ条が設けられた。 

さらに、労基法に定めるこれらの安全衛

生関係規定を具体化するものとして、439カ

条に上る労働安全衛生規則（昭和 22年労働

省令第 9号）（以下「安衛則」という。）と

事業附属寄宿舎規程（昭和 22年労働省令第

7号）が制定され 1947（昭和 22）年 11月 1
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日に施行された。 

これらは、工場法および同法に基づく命

令や各府県の取締規則をはじめとする戦前

の安全衛生関係法令を基礎にし、さらにそ

れまでの工場監督行政の体験から得た事項

や ILO 条約などを参考として制定されたも

のであり、その内容は、概ね当時の国際水準

に達していたと言われている 2)。このよう

な、労働基準法の第 5 章（安全及び衛生）

および労働安全衛生規則によって構成され

る労働安全衛生法令は、統一性と普遍性な

ど労働基準法全体に通ずる特徴を当然のこ

とながら備えていたという点において、対

象となる業種・規模が限定されていた戦前

の安全衛生関係法令の単なる統合ではなか

った。例えば、従来全く労働安全衛生法令が

及ばなかった病院や商店、事務所などで働

く労働者にも、休養室、健康診断、安全衛生

教育などの規定が適用されるなど、全ての

労働者に安全衛生法令による保護が及んで

いくこととなったものであり、当時として

は、現行の安衛法の制定・施行にも匹敵する

労働安全衛生に関する大立法であったと言

うことができよう 2)。 

労基法制定以降も、“安全衛生規則は成長

する規則（growing regulations）である”

という言葉 2）にあるように、技術の進歩、

頻発する災害・疾病等に対応するため、その

制定直後から規則の改正、新規則の分離独

立、新規の規制等がなされている。以下に新

たに制定された規則、法律等を年代順に列

挙する。下線は法律を示す。 

 

・けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特

別保護法（後に「じん肺法」が制定）：1955

（昭和 30）年 

・ボイラ及び圧力容器安全規則（後に「ボイ

ラー及び圧力容器安全規則」と改称）：1959

（昭和 34）年 

・電離放射線障害防止規則：1959（昭和 34）

年 

・四エチル鉛等危害防止規則（後に「四アル

キル鉛中毒予防規則」と改称）：1960（昭和

35）年 

・有機溶剤中毒予防規則：1960（昭和 35）

年 

・高気圧障害防止規則（後に「高気圧作業安

全衛生規則」と改称）：1961（昭和 36）年 

・クレーン等安全規則：1962（昭和 37）年 

 

戦後の高度経済成長に伴い、多くの新し

い技術が進出してきたこと、それらの技術

に対応できうる技術者の不足、産業活動の

重層化（例えば，建設業における元請，1次

下請，2次下請というような請負形態の重層

化）に伴い、1960年代頃から、一度に多く

の労働者、民間人が死亡する災害が多発し

た。安衛法制定の先導的な役割を果たした

当時の労働省安全衛生部長である北川俊夫

氏によると、1963（昭和 38）年 11月 9日の

同日に発生した 2 つの災害が、安衛法制定

の動機に決定的な役割を果たしたとのこと

である。それらの災害は、次の災害である。 

○ 国国鉄鉄東東海海道道線線のの鶴鶴見見駅駅ににおおけけるる死死者者 116611
人人をを出出ししたた列列車車のの二二重重衝衝突突事事故故  

○ 福福岡岡県県のの三三井井三三池池炭炭鉱鉱ににおおけけるる死死者者 445588
人人にに上上るる炭炭じじんん爆爆発発事事故故  
一一酸酸化化炭炭素素中中毒毒のの後後遺遺症症者者 11000000 人人近近くく  
このため、これらの災害、またその他の災

害・疾病の発生状況等から、さらに新たな法

律、規則等が制定された。 
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った。例えば、従来全く労働安全衛生法令が

及ばなかった病院や商店、事務所などで働

く労働者にも、休養室、健康診断、安全衛生

教育などの規定が適用されるなど、全ての
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労働安全衛生に関する大立法であったと言

うことができよう 2)。 

労基法制定以降も、“安全衛生規則は成長

する規則（growing regulations）である”

という言葉 2）にあるように、技術の進歩、

頻発する災害・疾病等に対応するため、その

制定直後から規則の改正、新規則の分離独

立、新規の規制等がなされている。以下に新

たに制定された規則、法律等を年代順に列

挙する。下線は法律を示す。 

 

・けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特

別保護法（後に「じん肺法」が制定）：1955

（昭和 30）年 

・ボイラ及び圧力容器安全規則（後に「ボイ

ラー及び圧力容器安全規則」と改称）：1959

（昭和 34）年 

・電離放射線障害防止規則：1959（昭和 34）

年 

・四エチル鉛等危害防止規則（後に「四アル

キル鉛中毒予防規則」と改称）：1960（昭和

35）年 

・有機溶剤中毒予防規則：1960（昭和 35）

年 

・高気圧障害防止規則（後に「高気圧作業安

全衛生規則」と改称）：1961（昭和 36）年 

・クレーン等安全規則：1962（昭和 37）年 

 

戦後の高度経済成長に伴い、多くの新し

い技術が進出してきたこと、それらの技術

に対応できうる技術者の不足、産業活動の

重層化（例えば，建設業における元請，1次

下請，2次下請というような請負形態の重層

化）に伴い、1960年代頃から、一度に多く

の労働者、民間人が死亡する災害が多発し

た。安衛法制定の先導的な役割を果たした

当時の労働省安全衛生部長である北川俊夫

氏によると、1963（昭和 38）年 11月 9日の

同日に発生した 2 つの災害が、安衛法制定

の動機に決定的な役割を果たしたとのこと

である。それらの災害は、次の災害である。 

○ 国国鉄鉄東東海海道道線線のの鶴鶴見見駅駅ににおおけけるる死死者者 116611
人人をを出出ししたた列列車車のの二二重重衝衝突突事事故故  

○ 福福岡岡県県のの三三井井三三池池炭炭鉱鉱ににおおけけるる死死者者 445588
人人にに上上るる炭炭じじんん爆爆発発事事故故  
一一酸酸化化炭炭素素中中毒毒のの後後遺遺症症者者 11000000 人人近近くく  
このため、これらの災害、またその他の災

害・疾病の発生状況等から、さらに新たな法

律、規則等が制定された。 
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・労働災害防止団体等に関する法律 4)：

1964（昭和 39）年 

・鉛中毒予防規則：1967（昭和 42）年 

・公害対策基本法：1967（昭和 42）年 

・炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関す

る特別措置法：1967（昭和 42）年 

・ゴンドラ安全規則：1969（昭和 44）年 

 

また、新技術に伴う重大な災害として、労

働基準法研究会の報告書で言及された災害

を挙げると、1969（昭和 44）年 4月 1日に

発生した東東京京都都墨墨田田区区のの荒荒川川放放水水路路のの新新四四

ツツ木木橋橋架架設設工工事事，，リリンンググビビーームム工工法法ににおおけけ

るる倒倒壊壊事事故故（（死死者者 88人人））がある。 

 

以降も以下の規則が制定されている。 

・特定化学物質等障害予防規則（後に「特定

化学物質障害予防規則」と改称）：1971（昭

和 46）年 

・事務所衛生基準規則：1971（昭和 46）年 

・酸素欠乏症防止規則（後に「酸素欠乏症等

防止規則」と改称）：1971（昭和 46）年 

 

1963（昭和 38）年 11月 9日の同日に発生

した 2 つの災害を受け、また社会的な機運

の高まりもあり、1969（昭和 44）年 9月 30

日に労働基準法研究会（石井照久会長）が発

足した。ここで、同研究会の成した功績に敬

意を表し、そのメンバーの名前を挙げる。 

◎石井照久 成蹊大学学長 

・堀 秀夫 雇用促進事業団理事長 

・千種達夫 成蹊大学教授 

・勝木新次 明治生命厚生事業団体力医

学研究所長 

・金子美雄 日本賃金研究センター長 

・武山泰雄 日本経済新聞主幹論説委員

長 

・田辺繁子 専修大学教授 

・塚本重頼 中央大学教授 

・辻村江太郎 慶応大学教授 

・内田俊一 相模中央化学研究所理事長 

・氏原正治郎 東京大学教授 

・大来佐武郎 日本経済研究センター理

事長 

・奥村敏恵 東京大学教授 

・山内一夫 学習院大学教授 

・神山欣治 弁護士 

・近藤文二 大阪市立大学名誉教授 

・有泉亨 上智大学教授 

・吾妻光俊 専修大学教授 

・北川徹三 横浜国立大学教授 

・所沢道夫 弁護士 

同研究会が活動している間にも新たな技

術に係る災害が発生しており、1969（昭和

44）年 11 月 20 日にはエエチチレレンンのの直直接接酸酸化化

法法ににおおけけるる爆爆発発火火災災（（徳徳山山石石油油化化学学（（株株））爆爆

発発災災害害））、1970（昭和 45）年 4月には大大阪阪

市市のの地地下下鉄鉄建建設設工工事事現現場場ににおおけけるるガガスス爆爆発発

災災害害 5)，6)が発生した。 

 これらの災害を受けてかどうかはわから

ないが、1970（昭和 45）年 7月 3日に労働

基準法研究会の中に安全衛生小委員会が発

足し、のちに、第 3 小委員会と名称を改め

た。そのメンバーは以下のとおりである。 

 ○石井照久 成蹊大学学長 

 ・堀秀夫 雇用促進事業団理事長 

 ・勝木新次 明治生命厚生事業団体力医

学研究所長 

 ・内田俊一 相模中央化学研究所理事長 

 ・奥村敏恵 東京大学教授 

 ・北川徹三 横浜国立大学教授 

第 3小委員会の活動中にも 1970（昭和 45）
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年 10 月に長長崎崎市市のの造造船船所所ににおおけけるるタターービビ

ンンロローータターー破破裂裂災災害害が発生している。  

第 3小委員会発足後 1年で遂に 1971（昭

和 46）年 7 月 13 日に労働基準法研究会の

報告書 7)が労働省に提出された。 

 同報告書は現代においても通ずる事項が

各所にあり、当時としては画期的な報告書

であったのではないかと推察する。 

まず、「1.まえがき」では、労基法及び第

3 小委員会発足と活動の経緯を簡潔に示し

ている。 

次に、当時の災害の傾向を捉えるため、

「2．労働災害の現状」として、災害事例を

詳細に分析し、統計をとっており、その構成

と内容をまとめると表１のとおりである。

「２．（１）労働災害の概況」において、当

時は休業 8 日以上の死傷災害の統計をとっ

ており、昭和 36 年には戦後最高の約 48 万

人となり、その後は減少に転じたが、昭和

45 年にはなお約 36 万人を数えており、そ

の減少傾向の鈍化に着目している（2018年

現在を見てみると、休業 4 日以上の死傷者

数は 127,329 人である。）。このうち、死

亡者数で見ると、当時の死亡者数は、昭和

23年に 2896 人であったものが、昭和 36年

には 6712 人にも達し、この間約 4000 人も

増加している（2018年現在の全産業の死亡

者数を見ると年間 909人（2018年）である。）。

さらに、業務上疾病に関する記述もあり、昭

和 42年以降かなりの増加を示しており、昭

和 45 年には 30,796 件に達している（2018

年現在の休業 4 日以上の業務上疾病者数は、

8,684人である。）。特に、腰痛、火傷熱傷、

工業中毒等を挙げている。 

全体的な問題点としては、技術革新にと

もなう生産設備の大型化、高速化、エネルギ

ーの増大、職業病、公害、公衆災害等を挙げ

ている。 

「２．（２）産業別労働災害の状況」を概

観すると、製造業と建設業の死傷災害が最

も多いとある。その内訳は、昭和 45年にお

いて、建設業 2,430 人で全産業の 4 割、製

造業 1，400人、運輸交通業 541人、鉱業 474

人、林業 248人等である。 

製造業では特に金属工業（鉄鋼業、非鉄金

属製造業、金属製品製造業）、機械器具工業

（一般機械器具製造業、電気機械器具製造

業、輸送用機械器具製造業）、木材木製品工

業（木材木製品製造業、家具装備品製造業）

の順に災害が多いとある。 

一方、建設業では、木造家屋建築工事業、

鉄骨鉄筋コンクリート造家屋建築工事業で

災害が最も多く、建設業全体の 4 割を占め

るとある。また度数率（＝死傷者数/延べ労

働時間数×10万）で見ると、鉄道軌道新設

事業、ほ装事業、ずい道新設事業、橋りょう

新設事業等が高いとある。 

 「２．（３）規模別労働災害の状況」から

は、小規模の事業場で最も災害が多く、度数

率も高率となっているとある。ここから、中

小企業の課題として、以下の事項を挙げて

いる。 

・一般的に比較的危険有害な作業をともな

うものを分担していること 

・資金力が薄弱なため、生産設備の近代化

合理化や安全衛生設備の整備への資本投下

が十分に行われ難いこと 

・離職率が高く労働者の流動が激しいため、

熟練労働者の確保が十分でないこと 

・安全衛生教育や適性配置が十分でないこ

と 

・生産に追われて安全衛生を十分顧みる余
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年 10 月に長長崎崎市市のの造造船船所所ににおおけけるるタターービビ

ンンロローータターー破破裂裂災災害害が発生している。  

第 3小委員会発足後 1年で遂に 1971（昭

和 46）年 7 月 13 日に労働基準法研究会の

報告書 7)が労働省に提出された。 

 同報告書は現代においても通ずる事項が

各所にあり、当時としては画期的な報告書

であったのではないかと推察する。 

まず、「1.まえがき」では、労基法及び第

3 小委員会発足と活動の経緯を簡潔に示し

ている。 

次に、当時の災害の傾向を捉えるため、

「2．労働災害の現状」として、災害事例を

詳細に分析し、統計をとっており、その構成

と内容をまとめると表１のとおりである。

「２．（１）労働災害の概況」において、当

時は休業 8 日以上の死傷災害の統計をとっ

ており、昭和 36 年には戦後最高の約 48 万

人となり、その後は減少に転じたが、昭和

45 年にはなお約 36 万人を数えており、そ

の減少傾向の鈍化に着目している（2018年

現在を見てみると、休業 4 日以上の死傷者

数は 127,329 人である。）。このうち、死

亡者数で見ると、当時の死亡者数は、昭和

23年に 2896 人であったものが、昭和 36年

には 6712 人にも達し、この間約 4000 人も

増加している（2018年現在の全産業の死亡

者数を見ると年間 909人（2018年）である。）。

さらに、業務上疾病に関する記述もあり、昭

和 42年以降かなりの増加を示しており、昭

和 45 年には 30,796 件に達している（2018

年現在の休業 4 日以上の業務上疾病者数は、

8,684人である。）。特に、腰痛、火傷熱傷、

工業中毒等を挙げている。 

全体的な問題点としては、技術革新にと

もなう生産設備の大型化、高速化、エネルギ

ーの増大、職業病、公害、公衆災害等を挙げ

ている。 

「２．（２）産業別労働災害の状況」を概

観すると、製造業と建設業の死傷災害が最

も多いとある。その内訳は、昭和 45年にお

いて、建設業 2,430 人で全産業の 4 割、製

造業 1，400人、運輸交通業 541人、鉱業 474

人、林業 248 人等である。 

製造業では特に金属工業（鉄鋼業、非鉄金

属製造業、金属製品製造業）、機械器具工業

（一般機械器具製造業、電気機械器具製造

業、輸送用機械器具製造業）、木材木製品工

業（木材木製品製造業、家具装備品製造業）

の順に災害が多いとある。 

一方、建設業では、木造家屋建築工事業、

鉄骨鉄筋コンクリート造家屋建築工事業で

災害が最も多く、建設業全体の 4 割を占め

るとある。また度数率（＝死傷者数/延べ労

働時間数×10万）で見ると、鉄道軌道新設

事業、ほ装事業、ずい道新設事業、橋りょう

新設事業等が高いとある。 

 「２．（３）規模別労働災害の状況」から

は、小規模の事業場で最も災害が多く、度数

率も高率となっているとある。ここから、中

小企業の課題として、以下の事項を挙げて

いる。 

・一般的に比較的危険有害な作業をともな

うものを分担していること 

・資金力が薄弱なため、生産設備の近代化

合理化や安全衛生設備の整備への資本投下

が十分に行われ難いこと 

・離職率が高く労働者の流動が激しいため、

熟練労働者の確保が十分でないこと 

・安全衛生教育や適性配置が十分でないこ

と 

・生産に追われて安全衛生を十分顧みる余
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裕のないこと 

このように、企業体質の弱さが安全衛生

水準の低調や災害発生に結びついていると

考えられ中小企業の自助努力のみでは災害

防止活動に限界があると考えられるとある。 

 これら中小企業のうち、造船業、鉄鋼業、

化学工業あるいは、建設業などにおける構

内下請企業の労働災害が注目され、その災

害発生率は、親企業に比べて約 2.5 倍とな

っている。このような構内下請企業の課題

として以下の事項を挙げている。 

・親企業内の機械設備の修理、原材料や製

品の取扱い運搬、生産設備の建設といった

比較的危険性の高い作業を分担しているこ

と 

・その作業が臨時的で親企業の生産調整の

手段となっており、その影響を強く受ける

など不利な条件にあること 

・親企業とのあるいは下請労働者同志との

混在作業での連絡調整、責任体制が不明確

な状態にあること 

・多数の下請や重層的に下請が存在する場

合、各下請企業間に能力の差があるため、企

業間の安全衛生協議組織の円滑な活動が行

なわれ難いこと 

・親企業の総合的な生産活動のなかでの安

全衛生活動が構内下請企業の部門で絶えて

しまい、下請に対する生産管理はあっても

安全衛生管理はないという状態にあること 

 これらの課題があり、構内下請企業の努

力のみでは十分な災害防止の実をあげられ

ない面が指摘されるとある。 

 一方、業務上疾病の発生状況からは、以下

の課題を挙げている。 

・中小企業では有害作業が多いにもかかわ

らず衛生管理に関する意識が低いこと 

・職場環境の改善が遅れていること 

・健康診断の実施率が低いため業務上疾病

の把握が十分でないこと 

 中小企業の衛生管理水準は、このように

多くの問題を抱えているとある。 

「２．（４）原因別労働災害の状況」から

は、災害全体のなかで占める割合が高くな

ってきたものとして「クレーンなどによる

もの」、「自動車など動力運搬機によるも

の」、「一般動力機械によるもの」などを挙

げ、また注目すべきこととして、建設工事に

おけるブルドーザー、パワーショベルなど

の「重建設機械によるもの」が増加している

ことを挙げており、以下の傾向を指摘して

いる。 

・新技術の開発による機械化、機械設備の

大型化、高速化などが、それに見合う十分な

対策が講じられないまま採用されてきたこ

と 

・生産手段の変化に対応し必要な技能を有

する労働者を確保することが困難なこと 

・安全衛生についての教育訓練が十分でな

いこと 

ここで挙げている災害として特筆すべき

は前述した 1969（昭和 44）年 4月 1日に発

生した東東京京都都墨墨田田区区のの荒荒川川放放水水路路のの新新四四ツツ

木木橋橋架架設設工工事事，，リリンンググビビーームム工工法法ににおおけけるる

倒倒壊壊事事故故（（死死者者 88人人））および 1969（昭和 44）

年 11 月 20 日に発生したエエチチレレンンのの直直接接酸酸

化化法法ににおおけけるる爆爆発発火火災災（（徳徳山山石石油油化化学学（（株株））

爆爆発発災災害害））である。これらの災害は、新工法、

新生産方法が事前に十分な安全衛生面の検

討、配慮がなされないまま採用されたため

に起こった災害例としている。また、一時に

多数の死傷者を生じた重大災害は、昭和 36

年以降、全体的に労働災害が減少傾向にあ
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る中で、爆発、倒壊、中毒薬傷、クレーンな

どによるものを中心に多発する傾向にある

と述べている。これらのうち、1970（昭和 45）

年 4 月には大大阪阪市市のの地地下下鉄鉄建建設設工工事事現現場場にに

おおけけるるガガスス爆爆発発災災害害および 1970（昭和 45）

年 10 月に長長崎崎市市のの造造船船所所ににおおけけるるタターービビ

ンンロローータターー破破裂裂災災害害を挙げている。特に、

両災害は一般市民をも巻きこむような公衆

災害という位置付けを与えている。特に前

者の災害は、安衛法の第 102 条（ガス工作

物等設置者の義務）の基となった災害であ

る。 

他方、このような労働災害の変化にもか

かわらず、従来からみられる「機械にはさま

れる」、「飛来落下物にあたる」、「墜落」、

「転倒」などの事故の型の労働災害が依然

として多く発生しているとある。これは機

械の防護措置や作業方法の欠陥、あるいは

不安全な行動に起因するものであり、基礎

的な安全対策が十分にとられていれば防止

できる災害としている。 

一方、業務上疾病をみると、「負傷に起因

する疾病」、「物理的障害によるもの」、「重

激業務による運動器の疾病」が多く、昭和

41 年以降増加する傾向にある。また、「化

学的障害によるもの」も目立っており、その

うち有機溶剤による中毒の増加が注目され

る。その他、林業におけるチェンソーの使用

による「白ろう病」、キーパンチャー業務に

おける「頸肩腕症候群」、重筋労働ではない

作業においても発生している「腰痛症」など

の疾病を挙げている。「化学的障害によるも

の」としては、以下のものを列挙している。 

・「エポキシ樹脂」による皮膚炎 

・合成繊維などの原料として使用される

「アクリロニトリル」による中毒 

・ビニール製品の原料や安定剤として使用

される「ステアリン酸鉛」による中毒 

・カドミウムなど重金属による急性中毒 

・染料中間体のベンジジンによるぼうこう

癌 

・農薬の PCPによる中毒死 

・重油炉に堆積する五酸化バナジウムなど

による中毒 

このように原因別労働災害の状況からは、

技術の進歩による生産方式の変化や新しい

原材料の採用などは、有害な作業環境、作業

方法をうみだしているが、これは、労働者に

与える肉体的、精神的影響や作業環境に対

する検討が不十分なまま、新しい機械や新

しい原材料を取り入れたことによるものと

考えられ、このような人間的、社会的配慮に

欠け、専ら経済的技術的側面から展開され

てきた技術の進歩とその実用化、産業化が

企業内では労働災害、企業外では公害の発

生となって現れているとある。 

また、労働力構成の高齢化、出稼ぎ労働者

の増加、若年労働者等の体力の低下、疾病に

よる休業の増加などにより健康管理のあり

方について新しい問題が提起されていると

ある。 

このような当時の災害の傾向を受け、同

報告書では、「3．安全衛生対策の現状と問

題点」、「5．有害業務による障害の防止」、

「6．健康対策」、「7．就業資格」、「8．

特殊な労働関係の規制」、「9．国の監督指

導と援助」として、当時の労基法をはじめと

する法制、現状および問題点がまとめられ

ている。 

さらに、同報告書の最後に「10．むすび」

として、当時の法制の問題点、今後の労働安

全衛生対策の基本的方向、具体的方向がま
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る中で、爆発、倒壊、中毒薬傷、クレーンな

どによるものを中心に多発する傾向にある

と述べている。これらのうち、1970（昭和 45）

年 4 月には大大阪阪市市のの地地下下鉄鉄建建設設工工事事現現場場にに

おおけけるるガガスス爆爆発発災災害害および 1970（昭和 45）

年 10 月に長長崎崎市市のの造造船船所所ににおおけけるるタターービビ

ンンロローータターー破破裂裂災災害害を挙げている。特に、

両災害は一般市民をも巻きこむような公衆

災害という位置付けを与えている。特に前

者の災害は、安衛法の第 102 条（ガス工作

物等設置者の義務）の基となった災害であ

る。 

他方、このような労働災害の変化にもか

かわらず、従来からみられる「機械にはさま

れる」、「飛来落下物にあたる」、「墜落」、

「転倒」などの事故の型の労働災害が依然

として多く発生しているとある。これは機

械の防護措置や作業方法の欠陥、あるいは

不安全な行動に起因するものであり、基礎

的な安全対策が十分にとられていれば防止

できる災害としている。 

一方、業務上疾病をみると、「負傷に起因

する疾病」、「物理的障害によるもの」、「重

激業務による運動器の疾病」が多く、昭和

41年以降増加する傾向にある。また、「化

学的障害によるもの」も目立っており、その

うち有機溶剤による中毒の増加が注目され

る。その他、林業におけるチェンソーの使用

による「白ろう病」、キーパンチャー業務に

おける「頸肩腕症候群」、重筋労働ではない

作業においても発生している「腰痛症」など

の疾病を挙げている。「化学的障害によるも

の」としては、以下のものを列挙している。 

・「エポキシ樹脂」による皮膚炎 

・合成繊維などの原料として使用される

「アクリロニトリル」による中毒 

・ビニール製品の原料や安定剤として使用

される「ステアリン酸鉛」による中毒 

・カドミウムなど重金属による急性中毒 

・染料中間体のベンジジンによるぼうこう

癌 

・農薬の PCP による中毒死 

・重油炉に堆積する五酸化バナジウムなど

による中毒 

このように原因別労働災害の状況からは、

技術の進歩による生産方式の変化や新しい

原材料の採用などは、有害な作業環境、作業

方法をうみだしているが、これは、労働者に

与える肉体的、精神的影響や作業環境に対

する検討が不十分なまま、新しい機械や新

しい原材料を取り入れたことによるものと

考えられ、このような人間的、社会的配慮に

欠け、専ら経済的技術的側面から展開され

てきた技術の進歩とその実用化、産業化が

企業内では労働災害、企業外では公害の発

生となって現れているとある。 

また、労働力構成の高齢化、出稼ぎ労働者

の増加、若年労働者等の体力の低下、疾病に

よる休業の増加などにより健康管理のあり

方について新しい問題が提起されていると

ある。 

このような当時の災害の傾向を受け、同

報告書では、「3．安全衛生対策の現状と問

題点」、「5．有害業務による障害の防止」、

「6．健康対策」、「7．就業資格」、「8．

特殊な労働関係の規制」、「9．国の監督指

導と援助」として、当時の労基法をはじめと

する法制、現状および問題点がまとめられ

ている。 

さらに、同報告書の最後に「10．むすび」

として、当時の法制の問題点、今後の労働安

全衛生対策の基本的方向、具体的方向がま
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とめられている。当時の労基法をはじめと

する法制の問題点としては、以下の事項が

挙げられている。 

１．労働基準法を中心とする現行法制に基

づく労働災害防止対策は，総合的予防的施

策の面で不十分であり，産業社会の急激な

進展ないし変化に即応することができない。 

２．現実の労働災害の実態に照し，有効な防

止対策を講ずるためには最低基準による規

制のみによっては十分ではなく，実態に即

した指導，勧告を含む幅広い行政を展開す

ることが必要であり，現行の最低基準の確

保を中心とする安全衛生対策は限界に来て

いる． 

３．産業活動の急激な進展にともない安全

衛生を担当する技術者が民間ばかりでなく，

行政部門においても著しく不足しており，

今後の安全衛生活動の展開に大きな支障を

来たしている． 

４．労働災害が多発している中小企業，構内

下請企業に対する対策が必ずしも十分とは

いえず，大企業などに比し依然高い災害の

発生率を示している． 

 これを受けて、今後の労働安全衛生対策

の基本的方向を次のとおり示している。 

１．産業社会の進展に即応するため，積極

的，科学的対策を講ずる必要がある．新工

法，新原材料の採用にともなう事前審査の

制度，発注，設計段階における安全性の配

慮，機械設備の本質的安全の確保，職場環境

の抜本的改善による公害源の解消，労働者

の体力増強といった積極的施策を講ずる必

要がある． 

２．労働災害防止の実をあげるため，今後，

技術指針の作成，公表，災害多発事業場など

特定事業場に対する勧告制度の導入，快適

基準の設定など行政指導の分野を充実，強

化するとともにその裏づけとなる研究部門

の拡充が必要である．また，これらの施策を

通じて，企業内における自主的活動の展開

をはかる必要がある． 

３．今後の安全衛生活動を円滑に展開して

ゆくためには民間，政府を問わず安全衛生

を担当する技術者を育成，確保する必要が

ある．とくに行政部門では行政簡素化の要

請が強いなかで今後大幅な増加が予想され

る行政需要に応えるため，現在の行政体制

に抜本的検討を加える必要がある． 

４．大企業に比し労働災害が多発している

中小企業，構内下請企業に対する対策を強

化する必要がある．たとえば，構内下請企業

に対する親企業の責任の強化，中小企業の

安全衛生施設などに対する融資制度の充実，

中小企業の安全衛生活動に対する技術的援

助，指導体制の整備などの施策を講ずる必

要がある． 

 さらに、今後の労働安全衛生対策の具体

的方向を示している。ここで、興味深い事項

は、以下の各項目がそのまま安衛法の各章

を形成していることである。労働基準法研

究会の報告書が安衛法制定に果たした役割

は非常に大きいことがわかる。各節のタイ

トルの下に括弧書きで安衛法に関連する章

を記載している。 

（１） 安全衛生管理組織の確立 

（→安衛法 第３章 安全衛生管理体制） 

イ 企業経営者の責任の明確化と自主的活

動の推進 

ロ 総括安全衛生管理者の新設 

ハ 安全管理者，衛生管理者の職務内容，資

格の明確化 

ニ 安全技師の選任 
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ホ 安全衛生委員会の設置 

ヘ 実質活動の促進 

（２） 安全衛生教育の充実強化 

（→安衛法 第６章 労働者の就業に当た

つての措置） 

イ 新技術導入時，職種転換時などにおけ

る教育の実施 

ロ 教育内容の明確化 

ハ 職長教育などの明確化 

（３） 危害防止基準の強化 

（→安衛法 第４章 労働者の危険又は健

康障害を防止するための措置） 

（４） 危険な機械，有害物の製造，流通規

制 

（→安衛法 第５章 機械等並びに危険物

及び有害物に関する規制） 

イ 設計，製造にあたっての安全上の配慮 

ロ 防護措置がない機械などの譲渡，貸与

についての規制 

ハ 危険な作業を必要とする機械などの譲

渡，貸与，設置の規制および検定 

ニ 特に危険な作業を必要とする機械など

の製造，設置認可 

ホ 検査体制の整備 

ヘ 有害物に対する製造・流通規制の整備

（製造認可，表示） 

（５） 免許資格体系の整備 

（→安衛法 第８章 免許等） 

（６） 健康対策の充実強化 

（→安衛法 第７章 健康の保持増進のた

めの措置） 

イ 積極的健康対策の推進 

ロ 健康診断の体系の整備 

ハ 有害業務に対する作業時間の制限 

ニ 職場環境の改善と公害の防止 

ホ 医師の通報制度 

（７） 特殊な労働関係の規制の強化 

（→安衛法 第３章 安全衛生管理体制） 

（→安衛法 第４章 労働者の危険又は健

康障害を防止するための措置） 

イ 構内下請企業を有する産業における総

合安全衛生管理体制の整備 

ロ 特殊な業種業態における安全の確保 

（８）国の監督指導及び援助 

（→安衛法 第２章 労働災害防止計画，第

９章 事業場の安全又は衛生に関する改善

措置等，第１０章 監督等） 

イ 事前審査制度の導入 

ロ 災害多発事業場などに対する勧告制度 

ハ 中小零細企業に対する援助 

ニ 他省が行う保安行政との調整 

ホ 研究体制の整備充実 

 

同報告書の「10．むすび」の各節、安衛法

の章立て、工場法および労基法の関係を表

２に示している。同表に示すように、工場

法、労基法、労働基準法研究会報告書、安衛

法と一連の流れが見えるようである。また、

安衛法制定前に、労基法に基づく省令事項

（当時の安衛則、電離則、特化則、高圧則）

で安衛法の制定に際して法律事項とされた

ものの例を表３に示す 8）。このように、当

時の規則から安衛法に格上げされた条文も

多く存在していることがわかる。 

一方で、安全技師の選任、医師の通報制度

等の取り消し線で示している箇所は、同報

告書には言及されたが、安衛法には採用さ

れなかった事項である。当初構想に現れた

事項で最終的な法案作成の段階までには至

らなかったものを表４に示す 8）。ここで興

味深い点としては、安衛法制定に当たって

「建設工事等の注文者の請負人およびその
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（→安衛法 第６章 労働者の就業に当た

つての措置） 

イ 新技術導入時，職種転換時などにおけ

る教育の実施 

ロ 教育内容の明確化 
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（→安衛法 第４章 労働者の危険又は健

康障害を防止するための措置） 

（４） 危険な機械，有害物の製造，流通規

制 

（→安衛法 第５章 機械等並びに危険物

及び有害物に関する規制） 

イ 設計，製造にあたっての安全上の配慮 

ロ 防護措置がない機械などの譲渡，貸与

についての規制 

ハ 危険な作業を必要とする機械などの譲

渡，貸与，設置の規制および検定 

ニ 特に危険な作業を必要とする機械など

の製造，設置認可 

ホ 検査体制の整備 

ヘ 有害物に対する製造・流通規制の整備

（製造認可，表示） 

（５） 免許資格体系の整備 

（→安衛法 第８章 免許等） 

（６） 健康対策の充実強化 

（→安衛法 第７章 健康の保持増進のた

めの措置） 

イ 積極的健康対策の推進 

ロ 健康診断の体系の整備 

ハ 有害業務に対する作業時間の制限 

ニ 職場環境の改善と公害の防止 

ホ 医師の通報制度 

（７） 特殊な労働関係の規制の強化 

（→安衛法 第３章 安全衛生管理体制） 

（→安衛法 第４章 労働者の危険又は健

康障害を防止するための措置） 

イ 構内下請企業を有する産業における総

合安全衛生管理体制の整備 

ロ 特殊な業種業態における安全の確保 

（８）国の監督指導及び援助 

（→安衛法 第２章 労働災害防止計画，第

９章 事業場の安全又は衛生に関する改善

措置等，第１０章 監督等） 

イ 事前審査制度の導入 

ロ 災害多発事業場などに対する勧告制度 

ハ 中小零細企業に対する援助 

ニ 他省が行う保安行政との調整 

ホ 研究体制の整備充実 
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行され、年間 6 千人を超えた死亡災害が法

施行後十年足らずで半減した。 

  

Ｄ．考察 
このように、安衛法制定の動機となった

災害という観点から安衛法の制定経緯を調

査したところ、ある特定の災害に基づいて

作成された条文は非常に稀であることがわ

かった。安衛法制定前の重大災害は、どちら

かというと、社会全体および国民全体に新

たな枠組みの法律、または独立法としての

安衛法の必要性を痛感させるために作用し

たと考えられる。 
一方で、多くの安衛法の条文は、1つには、

工場法、安衛法制定前の労基法等の流れを

組む条文が多くあること、もう 1 つには、

安衛法制定前に立ち上げられた労働基準法

研究会(石井照久会長)において、当時の災害

発生状況を詳細に分析し、当時の災害の傾

向を適切に捉えて、それらの災害を的確に

減少させるように、多くの条文が形成され
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ていることが明らかとなった。 
これは当然と言えば当然の事で、1 つの

災害は 1 つの原因で発生することは稀で、

複数の原因が幾重にも重なって発生してい

ることがほとんどである。それらの原因の

裏返しが再発防止対策であり安衛法の各条

文に該当するため、1 つの災害を防ぐため

には、複数の条文が必要になる。加えて、多

発災害の傾向を捉え、それらの災害を包括

的に防ごうとすれば、自ずと災害と条文は

1 対 1 に対応せず、多くの条文にまたがっ

て、多発災害を総合的かつ体系的に防ごう

とする結果となる。このために、逐条ごとに

ある特定の災害があるわけではなく、複数

の条文にまたがり、それら多発災害の再発

防止対策を総合的かつ体系的に取りまとめ

ることが効果的となり、安衛法はそのよう

な形成過程を経ている。 
このような形成過程を経ているが、これ

まで言われているように、「安全規則は先人

の血で書かれた文字である」ということわ

ざ 2)を否定するものでなく、安衛法制定に

至るにはいくつもの災害があり、何千、何万

という先人の血が１６５ヶ条もの条文の必

要性を常に訴え続けている。 
 

Ｅ．結論 
 本研究では、安衛法の制定に係る労働災

害等を調査した。具体的には、労働基準法研

究会第 3 小委員会の報告書を主として、安

衛法の各条文の制定経緯を知るためには、

労基法、工場法まで遡る必要があった。 
 調査の結果、多くの安衛法の条文は、1 つ

には、工場法、安衛法制定前の労基法、労働

災害防止団体等に関する法律、安衛法制定

前の省令事項（安衛則、電離則、特化則、高

圧則）等の流れを組む条文が多くあること、

もう 1 つには、安衛法制定前に立ち上げら

れた労働基準法研究会(石井照久会長)にお

いて、当時の災害発生状況を詳細に分析し、

当時の災害の傾向を適切に捉えて、それら

の災害を的確に減少させるように、多くの

条文が形成されていることが明らかとなっ

た。 
これは、当時の多発災害の傾向を捉え、そ

れらの災害を包括的に防ごうとすれば、自

ずと災害と条文は 1 対 1 に対応せず、多く

の条文にまたがって、多発災害を総合的か

つ体系的に防ごうとする結果となるためで

ある。 
一方で、ある特定の災害に基づいて作成

された１つの条文は稀であり、例えば、1970
（昭和 45）年 4 月には大阪市の地下鉄建設

工事現場におけるガス爆発災害に基づく安

衛法第 102 条（ガス工作物等設置者の義務）

があることが明らかとなった。 
 
Ｆ．研究発表 

1．論文発表 
該当なし 
2．学会発表 

 該当なし 
 
Ｇ．知的所有権の取得状況 

1．特許取得 
 該当なし 

2．実用新案登録 
 該当なし 

3．その他 
該当なし 

 
Ｈ．引用文献 
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表１ 労働基準法研究会第 3 小委員会報告書の第２章の構成と内容 

（下線太字は同報告書の第１０章むすびとの関係） 
第２章の

節 

第 2 章の 

内容 

労働災害の経済的損失は昭和 45年の 1年間で約 5,700億円。 

(1)労働災

害の概況 

・休業 8 日以上の死傷者数：昭和 36 年約 48万人、昭和 45年約 36万人。 

・死亡者：昭和 36 年 6712人、昭和 42 年を除き、毎年 6000人台。技術革新による生産設備の大型化、

高速化にともなう労働災害の潜在エネルギーの増大など。 

・業務上疾病：昭和 45年 30,796件。腰痛、火傷裂傷、化学物質による工業中毒など。 

(2)産業別

労働災害

の状況 

・製造業と建設業が休業 8日以上の全災害の 70%を占める。 

・製造業：金属工業、機械器具工業、木材木製品工業の順に災害が多く、製造業全体の 3分の 2 を占め

る。 

・建設業：木造家屋建築工事業、鉄骨鉄筋コンクリート造家屋建築工事業の順に災害が多く、建設業全

体の約 4 割を占める。また、度数率は、鉄道軌道新設事業、ほ装事業、ずい道新設事業、橋りょう新設

事業などが高い。 

・運輸交通業は労働災害が増加の傾向にある。 

・昭和４５年の死亡者数：建設業 2430 人、製造業 1400 人、運輸交通業 541 人、工業 474 人、林業 248

人。 

・業務上疾病：製造業、建設業、交通運輸業は昭和 41 年以降毎年増加。特に、製造業は全体の 40%強

を占める。 

(3)規模別

労働災害

の状況 

・規模 10～49 人の事業場で全体の約 40%の災害を占め、規模 1～99 人にまとめると約 70%。 

・度数率も規模が小さくなるほど高率。 

・中小企業の労働災害の発生率が高い。この理由としては以下のとおり。 

・比較的危険有害な作業を分担していること 

 ・資金力が薄弱なため、生産設備の近代化合理化や安全衛生設備の整備への資本投下が十分に行われ

難いこと 

 ・離職率が高く労働者の流動が激しいため、熟練労働者の確保が十分でないこと、また生産に追われ

て安全衛生を十分顧みる余裕のないこと→安安全全衛衛生生教教育育のの充充実実強強化化、、免免許許資資格格体体系系のの整整備備 

・中小企業の自助努力のみでは災害防止活動に限界がある。→→安安全全衛衛生生管管理理組組織織のの確確立立 

・造船業、鉄鋼業、化学工業、建設業などにおける構内下請企業の労働災害発生率は、親企業の約 2.5

倍。その原因としては以下のとおり。 

・親企業内の機械設備の修理、原材料や製品の取り扱い運搬、生産設備の建設といった比較的危険性

の高い作業を分担していること 

 ・その作業が臨時的で親企業の生産調整の手段となっており、その影響を強く受けるなど不利な条件

にあること 
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・昭和４５年の死亡者数：建設業 2430 人、製造業 1400 人、運輸交通業 541 人、工業 474 人、林業 248

人。 

・業務上疾病：製造業、建設業、交通運輸業は昭和 41 年以降毎年増加。特に、製造業は全体の 40%強

を占める。 

(3)規模別

労働災害

の状況 

・規模 10～49 人の事業場で全体の約 40%の災害を占め、規模 1～99 人にまとめると約 70%。 

・度数率も規模が小さくなるほど高率。 

・中小企業の労働災害の発生率が高い。この理由としては以下のとおり。 

・比較的危険有害な作業を分担していること 

 ・資金力が薄弱なため、生産設備の近代化合理化や安全衛生設備の整備への資本投下が十分に行われ

難いこと 

 ・離職率が高く労働者の流動が激しいため、熟練労働者の確保が十分でないこと、また生産に追われ

て安全衛生を十分顧みる余裕のないこと→安安全全衛衛生生教教育育のの充充実実強強化化、、免免許許資資格格体体系系のの整整備備 

・中小企業の自助努力のみでは災害防止活動に限界がある。→→安安全全衛衛生生管管理理組組織織のの確確立立 

・造船業、鉄鋼業、化学工業、建設業などにおける構内下請企業の労働災害発生率は、親企業の約 2.5

倍。その原因としては以下のとおり。 

・親企業内の機械設備の修理、原材料や製品の取り扱い運搬、生産設備の建設といった比較的危険性

の高い作業を分担していること 

 ・その作業が臨時的で親企業の生産調整の手段となっており、その影響を強く受けるなど不利な条件

にあること 
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 ・親企業とのあるいは下請労働者同志との混在作業での連絡調整、責任体制が不明確な状態にあるこ

と→→特特殊殊なな労労働働関関係係のの規規制制のの強強化化、、安安全全衛衛生生管管理理組組織織のの確確立立 

 ・多数の下請や重層的に下請が存在する場合、各下請企業間に能力の差があるため、企業間の安全衛

生協議組織の円滑な活動が行なわれ難いこと→→特特殊殊なな労労働働関関係係のの規規制制のの強強化化、、安安全全衛衛生生管管理理組組織織のの

確確立立 

・親企業の総合的な生産活動のなかでの安全衛生活動が構内下請企業の部門で絶えてしまい、下請に

対する生産管理はあっても安全衛生管理はないという状態にあること 

→→特特殊殊なな労労働働関関係係のの規規制制のの強強化化、、安安全全衛衛生生管管理理組組織織のの確確立立 

・構内下請企業の努力のみでは十分な災害防止の実をあげられない。 

・業務上疾病の発生状況からは、以下の課題を挙げている。 

・中小企業では有害作業が多いにもかかわらず衛生管理に関する意識が低いこと 

・職場環境の改善が遅れていること→→健健康康対対策策のの充充実実強強化化  

・健康診断の実施率が低いため業務上疾病の把握が十分でないこと→→健健康康対対策策のの充充実実強強化化 

(4)原因別

労働災害

の状況 

・災害全体のなかで占める割合が高くなってきたもの 

・「クレーンなどによるもの」→→危危険険なな機機械械，，有有害害物物のの製製造造，，流流通通規規制制 

・「自動車など動力運搬機によるもの」 

・「一般動力機械によるもの」 

・注目すべきこととして、建設工事におけるブルドーザー、パワーショベルなどの「重建設機械による

もの」が増加。以下の傾向を指摘。 

・新技術の開発による機械化、機械設備の大型化、高速化などが、それに見合う十分な対策が講じら

れないまま採用されてきたこと→→国国のの監監督督指指導導及及びび援援助助 

・生産手段の変化に対応し必要な技能を有する労働者を確保することが困難。→免免許許資資格格体体系系のの整整備備 

・安全衛生についての教育訓練が十分でないこと→安安全全衛衛生生教教育育のの充充実実強強化化 

・新工法、新生産方法が事前に十分な安全衛生面の検討、配慮がなされないまま採用されたために起こ

った災害例として以下の災害を挙げている。→→国国のの監監督督指指導導及及びび援援助助 

・1969（昭和 44）年 4 月 1 日に発生した東京都墨田区の荒川放水路の新四ツ木橋架設工事リングビ

ーム工法における倒壊事故（死者 8 人） 

・1969（昭和 44）年 11 月 20 日に発生したエチレンの直接酸化法における爆発火災（徳山石油化学

（株）爆発災害）→→危危険険なな機機械械，，有有害害物物のの製製造造，，流流通通規規制制 

・一時に多数の死傷者を生じた重大災害として、また一般市民をも巻きこむような公衆災害として以下

を挙げている。→→国国のの監監督督指指導導及及びび援援助助 

・1970（昭和 45）年 4月に発生した大阪市の地下鉄建設工事現場におけるガス爆発災害 

→→安安衛衛法法第第 110022 条条 

・1970（昭和 45）年 10月に発生した長崎市の造船所におけるタービンローター破裂災害 

→→危危険険なな機機械械，，有有害害物物のの製製造造，，流流通通規規制制 

・多発災害としては以下のとおり。 
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・「機械にはさまれる」 

・「飛来落下物にあたる」 

・「墜落」 

・「転倒」 

・機械の防護措置や作業方法の欠陥、あるいは不安全な行動に起因するものであり、基礎的な安全対策

が十分にとられていれば防止できる災害としている。→→危危害害防防止止基基準準のの強強化化 

・業務上疾病をみると、以下の災害が多い。 

・「負傷に起因する疾病」 

・「物理的障害によるもの」 

・「重激業務による運動器の疾病」 

・「化学的障害によるもの」 

・有機溶剤による中毒の増加 

・林業におけるチェンソーの使用による「白ろう病」→→健健康康対対策策のの充充実実強強化化 

・キーパンチャー業務における「頸肩腕症候群」→→健健康康対対策策のの充充実実強強化化 

・重筋労働ではない作業においても発生している「腰痛症」→→健健康康対対策策のの充充実実強強化化 

・「化学的障害によるもの」としては、以下のものを列挙している。 

→→危危険険なな機機械械，，有有害害物物のの製製造造，，流流通通規規制制 

・「エポキシ樹脂」による皮膚炎 

・合成繊維などの原料として使用される「アクリロニトリル」による中毒 

・ビニール製品の原料や安定剤として使用される「ステアリン酸鉛」による中毒 

・カドミウムなど重金属による急性中毒 

・染料中間体のベンジジンによるぼうこう癌 

・農薬の PCP による中毒死 

・重油炉に堆積する五酸化バナジウムなどによる中毒 

・原因別労働災害の状況からは、技術の進歩による生産方式の変化や新しい原材料の採用などは、有害

な作業環境、作業方法をうみだしている 

・労働者に与える肉体的、精神的影響や作業環境に対する検討が不十分なまま、新しい機械や新しい原

材料を取り入れたことによるもの→→国国のの監監督督指指導導及及びび援援助助 

・人間的、社会的配慮に欠け、専ら経済的技術的側面から展開されてきた技術の進歩とその実用化 

・企業内では労働災害、企業外では公害の発生となって現れている 

・労働力構成の高齢化 

・出稼ぎ労働者の増加 

・若年労働者等の体力の低下 

・疾病による休業の増加など 

・健康管理のあり方について新しい問題が提起されている→→健健康康対対策策のの充充実実強強化化 
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・機械の防護措置や作業方法の欠陥、あるいは不安全な行動に起因するものであり、基礎的な安全対策

が十分にとられていれば防止できる災害としている。→→危危害害防防止止基基準準のの強強化化 

・業務上疾病をみると、以下の災害が多い。 

・「負傷に起因する疾病」 

・「物理的障害によるもの」 

・「重激業務による運動器の疾病」 

・「化学的障害によるもの」 

・有機溶剤による中毒の増加 

・林業におけるチェンソーの使用による「白ろう病」→→健健康康対対策策のの充充実実強強化化 

・キーパンチャー業務における「頸肩腕症候群」→→健健康康対対策策のの充充実実強強化化 

・重筋労働ではない作業においても発生している「腰痛症」→→健健康康対対策策のの充充実実強強化化 

・「化学的障害によるもの」としては、以下のものを列挙している。 

→→危危険険なな機機械械，，有有害害物物のの製製造造，，流流通通規規制制 

・「エポキシ樹脂」による皮膚炎 

・合成繊維などの原料として使用される「アクリロニトリル」による中毒 

・ビニール製品の原料や安定剤として使用される「ステアリン酸鉛」による中毒 

・カドミウムなど重金属による急性中毒 

・染料中間体のベンジジンによるぼうこう癌 

・農薬の PCP による中毒死 

・重油炉に堆積する五酸化バナジウムなどによる中毒 

・原因別労働災害の状況からは、技術の進歩による生産方式の変化や新しい原材料の採用などは、有害

な作業環境、作業方法をうみだしている 

・労働者に与える肉体的、精神的影響や作業環境に対する検討が不十分なまま、新しい機械や新しい原

材料を取り入れたことによるもの→→国国のの監監督督指指導導及及びび援援助助 

・人間的、社会的配慮に欠け、専ら経済的技術的側面から展開されてきた技術の進歩とその実用化 

・企業内では労働災害、企業外では公害の発生となって現れている 

・労働力構成の高齢化 

・出稼ぎ労働者の増加 

・若年労働者等の体力の低下 

・疾病による休業の増加など 

・健康管理のあり方について新しい問題が提起されている→→健健康康対対策策のの充充実実強強化化 
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表２ 工場法、労働基準法、労働基準法研究会報告書および労働安全衛生法の関係 
工場法 労働基準法 労働基準法研究会 

第 3 小委員会報告書 

労働安全衛生法 

明治４４年 

３月２８日 

公布当時 

のもの 

昭和２２年 

４月７日 

公布当時 

のもの 

当時の労働災害の 

現状と問題点 

安全衛生対策 昭和 47 年 6 月 8 日

公布 

平成 30 年 7 月 25 日

公布（平成 30 年法

律第 78 号）改正時

のもの 

  ２． 

労働災害 

の現状 

（・国鉄東海道線の

鶴見駅における死者

161 人を出した列車

の二重衝突事故

（1963（昭和 38）年

11 月 9 日）） 

（・福岡県の三井三

池炭鉱における死者

458 人に上る炭じん

爆発事故 

（1963（昭和 38）年

11 月 9 日）） 

１０． 

むすび 

 

（・労働災害防止

団体等に関する法

律：1964（昭和

39）年） 

 

第１章  

総則 

（第１条～第５条） 

  （・国鉄東海道線の

鶴見駅における死者

161 人を出した列車

の二重衝突事故

（1963（昭和 38）年

11 月 9 日）） 

（・福岡県の三井三

池炭鉱における死者

458 人に上る炭じん

爆発事故 

（1963（昭和 38）年

11 月 9 日）） 

（・労働災害防止

団体等に関する法

律：1964（昭和

39）年） 

 

１０．（８） 

国の監督指導及び

援助 

第２章  

労働災害防止計画 

（第６条～第９条） 
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２．（３） 

規模別労働災害 

の状況 

２．（４） 

原因別労働災害 

の状況 

 第５３条（安全管理

者及び衛生管理者） 

 

２．（３） 

規模別労働災害 

の状況 

１０．（１） 

安全衛生管理組織

の確立 

第３章  

安全衛生管理体制 

（第１０条～第１９

条の３） 

第１３条（男子を含

む職工一般に対する

危害の予防） 

第４２条，第４３

条，第４４条，第４

５条（危害の防止） 

 

２．（３） 

規模別労働災害 

の状況 

２．（４） 

原因別労働災害 

の状況 

１０．（３） 

危害防止基準の強

化 

１０．（７） 

特殊な労働関係の

規制の強化 

（・労働災害防止

団体等に関する法

律：1964（昭和

39）年） 

第４章  

労働者の危険又は健

康障害を防止するた

めの措置 

（第２０条～第３６

条） 

 第４６条（安全装置） 

 

第４７条（性能検査） 

 

 

２．（４） 

原因別労働災害 

の状況 

１０．（４） 

危険な機械，有害

物の製造，流通規

制 

第５章  

機械等並びに危険物

及び有害物に関する

規制 

第１節  

機械等に関する規制 

（第３７条～第５４

条の６） 

 第４８条（有害物の

製造禁止） 

（第４２条） 

（第３６条） 

２．（４） 

原因別労働災害 

の状況 

１０．（４） 

危険な機械，有害

物の製造，流通規

制 

第５章  

機械等並びに危険物

及び有害物に関する

規制 

第２節  

危険物及び有害物に

関する規制 
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２．（３） 

規模別労働災害 

の状況 

２．（４） 

原因別労働災害 

の状況 

 第５３条（安全管理

者及び衛生管理者） 

 

２．（３） 

規模別労働災害 

の状況 

１０．（１） 

安全衛生管理組織

の確立 

第３章  

安全衛生管理体制 

（第１０条～第１９

条の３） 

第１３条（男子を含

む職工一般に対する

危害の予防） 

第４２条，第４３

条，第４４条，第４

５条（危害の防止） 

 

２．（３） 

規模別労働災害 

の状況 

２．（４） 

原因別労働災害 

の状況 

１０．（３） 

危害防止基準の強

化 

１０．（７） 

特殊な労働関係の

規制の強化 

（・労働災害防止

団体等に関する法

律：1964（昭和

39）年） 

第４章  

労働者の危険又は健

康障害を防止するた

めの措置 

（第２０条～第３６

条） 

 第４６条（安全装置） 

 

第４７条（性能検査） 

 

 

２．（４） 

原因別労働災害 

の状況 

１０．（４） 

危険な機械，有害

物の製造，流通規

制 

第５章  

機械等並びに危険物

及び有害物に関する

規制 

第１節  

機械等に関する規制 

（第３７条～第５４

条の６） 

 第４８条（有害物の

製造禁止） 

（第４２条） 

（第３６条） 

２．（４） 

原因別労働災害 

の状況 

１０．（４） 

危険な機械，有害

物の製造，流通規

制 

第５章  

機械等並びに危険物

及び有害物に関する

規制 

第２節  

危険物及び有害物に

関する規制 
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（第５５条～第５８

条） 

第９条，第１０条，

第１１条（保護職工

の危険有害業務への

就業制限） 

第１２条（傷病者及

び妊婦への就業制

限） 

第４９条（危険業務

の就業制限） 

第５０条（安全衛生

教育） 

第５１条（病者の就

業禁止） 

 

２．（３） 

規模別労働災害 

の状況 

２．（４） 

原因別労働災害 

の状況 

１０．（２） 

安全衛生教育の充

実強化 

第６章  

労働者の就業に当た

つての措置 

（第５９条～第６３

条） 

 第５２条（健康診断） 

（第５１条） 

２．（３） 

規模別労働災害 

の状況 

２．（４） 

原因別労働災害 

の状況 

１０．（６） 

健康対策の充実強

化 

第７章  

健康の保持増進のた

めの措置 

（第６４条～第７１

条） 

  ２．（３） 

規模別労働災害 

の状況 

２．（４） 

原因別労働災害 

の状況 

１０．（６） 

健康対策の充実強

化 

第７章の２ 

快適な職場環境の形

成のための措置 

（第７１条の２～第

７１条の４） 

  ２．（３） 

規模別労働災害 

の状況 

２．（４） 

原因別労働災害 

の状況 

１０．（５） 

免許資格体系の整

備 

第８章  

免許等 

（第７２条～第７７

条） 

  ２．（３） 

規模別労働災害 

の状況 

２．（４） 

原因別労働災害 

の状況 

１０．（８） 

国の監督指導及び

援助 

第９章  

事業場の安全又は衛

生に関する改善措置

等  

第１節  

特別安全衛生改善計

画及び安全衛生改善

計画 

（第７８条～第８０
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条） 

  ２．（３） 

規模別労働災害 

の状況 

２．（４） 

原因別労働災害 

の状況 

１０．（８） 

国の監督指導及び

援助 

第９章  

事業場の安全又は衛

生に関する改善措置

等 

第二節  

労働安全コンサルタ

ント及び労働衛生コ

ンサルタント（第８

１条～第８７条） 

第１３条（男子を含

む職工一般に対する

危害の予防） 

第１４条（臨検） 

第５４条，第５５条

（監督上の行政措

置） 

（第１０３条） 

（第９７条） 

（第９９条） 

（第１０５条） 

２．（３） 

規模別労働災害 

の状況 

２．（４） 

原因別労働災害 

の状況 

１０．（８） 

国の監督指導及び

援助 

第１０章  

監督等 

（第８８条～第１０

０条） 

  ２．（３） 

規模別労働災害 

の状況 

２．（４） 

原因別労働災害 

の状況 

大阪市の地下鉄建設

工事現場におけるガ

ス爆発災害（安衛法

第１０２条） 

１０．（８） 

国の監督指導及び

援助 

１０．（６） 

健康対策の充実強

化 

第１１章  

雑則 

（第１０１条～第１

１５条の２） 

    第１２章  

罰則 

（第１１５条の３～

第１２３条） 

    附則 
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条） 

  ２．（３） 

規模別労働災害 

の状況 

２．（４） 

原因別労働災害 

の状況 

１０．（８） 

国の監督指導及び

援助 

第９章  

事業場の安全又は衛

生に関する改善措置

等 

第二節  

労働安全コンサルタ

ント及び労働衛生コ

ンサルタント（第８

１条～第８７条） 

第１３条（男子を含

む職工一般に対する

危害の予防） 

第１４条（臨検） 

第５４条，第５５条

（監督上の行政措

置） 

（第１０３条） 

（第９７条） 

（第９９条） 

（第１０５条） 

２．（３） 

規模別労働災害 

の状況 

２．（４） 

原因別労働災害 

の状況 

１０．（８） 

国の監督指導及び

援助 

第１０章  

監督等 

（第８８条～第１０

０条） 

  ２．（３） 

規模別労働災害 

の状況 

２．（４） 

原因別労働災害 

の状況 

大阪市の地下鉄建設

工事現場におけるガ

ス爆発災害（安衛法

第１０２条） 

１０．（８） 

国の監督指導及び

援助 

１０．（６） 

健康対策の充実強

化 

第１１章  

雑則 

（第１０１条～第１

１５条の２） 

    第１２章  

罰則 

（第１１５条の３～

第１２３条） 

    附則 
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表３ 労基法に基づく省令事項で安衛法の制定に際して法律事項とされたものの例 8） 
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表４ 当初構想に現れた事項で最終的な法案作成の段階までには至らなかったもの 8） 

 

 
 
 

 
図１ 内閣（政府）提出に係る労働立法の通常の流れ 8） 
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表４ 当初構想に現れた事項で最終的な法案作成の段階までには至らなかったもの 8） 

 

 
 
 

 
図１ 内閣（政府）提出に係る労働立法の通常の流れ 8） 

 
 
  

分担研究報告書（吉川直孝、大幢勝利、平岡伸隆、梅崎重夫、豊澤康男） 

23 

 

 
表５ 労働安全衛生法の制定経過 8） 
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表６ 国会における質疑とその後の法律条文の修正や法施行へのつながり 8） 
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厚厚生生労労働働科科学学研研究究費費補補助助金金

分分担担研研究究報報告告書書

労労働働安安全全衛衛生生法法第第 条条かからら第第 条条、、

第第 条条かからら第第 条条のの のの逐逐条条解解説説

分担研究者 三柴 丈典 近畿大学法学部法律学科・教授

研究要旨
本研究事業は、条文の起源（立法趣旨、基礎となった災害例、前身）と運用（関係判

例、適用の実際）、主な関係令等（関係政省令、規則、通達等）を、できる限り図式化
して示すと共に、現代的な課題や法解釈学的な論点に関する検討結果を記した体系書を
発刊することを目的としており、本分担研究は、附則を除き 条ある安衛法のうち第
第 条から第 条、第 条から第 条の について、その課題を果たすことを目的と
している。
行政文書、（元）行政官等による解説書等の 次資料の渉猟、立法者及び現場での執

行にあたる労働基準監督官らからの情報収集等を経て、以下の情報及び示唆が得られ
た。
すなわち、事業場内外での（事業場外では、特に請負契約を媒体とする混在作業にか

かる）安全衛生管理体制の構築が、現行安衛法の特徴の つであり、実際に労災防止効
果を生んだ要素の つと解される（このことは、本研究事業で別途実施した社会調査の
結果からもうかがわれる）。監督指導実績からは、特に作業主任者選任が重視されてき
たことが窺われるが、ほんらい、その本質は、対策における専門性の確保と共に、組織
的、集団的な安全行動の秩序作りへの働きかけという面が強いため、一定程度は、心身
両面にわたる積極的な健康の保持増進策にも応用できるし、現にそのような方向性を辿
ってきた。従って、今後の個人事業主等も保護対象に含め、心身両面の健康を図ろうと
する安衛法の改正に際しても、時代状況の変化に応じつつ、労災防止に大きな影響を持
つ者を広く取り込む管理体制の構築を図る必要があると解される。
ただし、従前のように、危険有害性が判明した物質、場所、作業方法等にのみ資格者

や管理責任者を配置する手法の妥当性は疑わしい。特に化学物質管理では、全ての化学
物質はあぶないかもしれないとの前提に立って、専門家に安全性が立証されない限り、
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専門家の配置ないし支援を含む一定の対策を求める制度の構築が望まれる。

分担研究報告書（三柴 丈典）

．研究目的

本研究事業は、 
①安衛法に関する体系書の制作 
＊特に条規の趣旨、運用実態（関係判例

や監督指導の実際）を明らかにしたもので

あって、先の研究プロジェクト（当研究の

統括である三柴が代表を務めた「労働安全

衛生法の改正に向けた法学的視点からの調

査研究（１９ＪＡ１００１）（以下、「先の

研究プロジェクト」という））」から引き継

いだもの。 
書籍にして約 1700 頁、報告書段階では

2000 頁を超え、学問的にも実務的にも最

も充実した体系書の完成を予定している。 
スピンアウトとして、法改正提案を導く

ことも予定している。 
②制作した体系書から、特に運用実態に

関する情報を抜き出し、産業保健と安全衛

生全般に関する法教育のための教本を制作

すること 
③②の教本を用いて、少人数の被験者グ

ループを対象にした実践的な法教育を実施

し、その効果を測定すること 
を目的としている。 
本分担報告書は、このうち①のプロジェ

クトの成果の一部であり、調査対象条文の
起源（立法趣旨、基礎となった災害例、前
身）と運用（関係判例、適用の実際）、主
な関係令等（関係政省令、規則、通達等）
を、できる限り図式化して示すと共に、現
代的な課題や法解釈学的な論点に関する検
討結果を記した体系書を発刊することを図
っている。
本分担研究の調査対象条文は、枝番号や

附則を除き 条ある安衛法のうち第 条

から第 条、第 条から第 条の で
ある。

．研究方法

安全衛生に詳しい元労働基準監督官から、
現行安衛法の体系に関する解説と安衛法本
体の条文に紐付く政省令の選定を受けたう
えで、法学・行政学を専門とする分担研究
者が、各自、解説書、専門誌に掲載された
学術論文や記事、政府発表資料等の第 次
文献のレビューを行って執筆した文案を研
究班会議で報告し、現行安衛法や改正法の
起案に関わった畠中信夫元白鴎大学教授、
唐澤正義氏ら班員らからの指摘やアドバイ
スを得て洗練させた。
また、条文の適用の実際（監督指導状

況）等について、元・現労働基準監督官へ
のアンケート調査を行ったほか、研究班内
の元・現労働基準監督官からの情報収集を
行った。
報告書文案の作成の際に技術的な不明点

については、メーリングリストで班員内の
専門家に照会した。
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．研究結果

第 条

条文
（目的）

第一条 この法律は、労働基準法（昭和二
十二年法律第四十九号）と相まつて、労
働災害の防止のための危害防止基準の確
立、責任体制の明確化及び自主的活動の
促進の措置を講ずる等その防止に関する
総合的計画的な対策を推進することによ
り職場における 労働者の安全と健康を
確保するとともに、快適な職場環境の形
成を促進することを目的とする。

趣旨と内容
趣旨

本法が、使用者依存の安全衛生管理の困
難等の事情（詳細は、労基法研究会報告

畠中元教授は、本条における「職場にお
ける」とは、産業労働の場での労働災害防
止を目的として、大きく法の適用範囲を区
切る概念としている（畠中信夫『労働安全
衛生法のはなし』（中災防新書、 年
（令和元年）） 頁）。おそらく、労働災
害の防止に力点があり、機械や化学物質の
製造流通業者等も対策を求められるが、対
策を行うべき基本的な場所はあくまで労働
者の就労場所であって、社長室でも一般往
来でもないという趣旨だろう。もっとも、
労働災害の概念の拡大により、自宅や交通
労災の危険場所等が含まれる可能性まで排
除するものではないと察せられる。

（本報告書のⅡ－ に概要を掲載））を背
景に、労基法から離れ、合目的志向で、機
動的、多面的、専門的かつ柔軟に安全衛生
等の実現を図ろうとしたものであることを
明らかにしている。
すなわち、労使関係における使用者への

最低基準の確保を中心とした労基法の基本
的趣旨（特に総則部分に示された憲章）を
承継しつつも、それにとらわれず、総合的
に（多面的な対策を計画的に、重点を定め、
体制を組み、順序立てて）講じること、労
基法の社会的労働条件規制と連携すること
により、労災防止 を第一に、快適職場形
成に至る高い水準の達成を目的としたもの
であることを明らかにしている 。

本稿で労災防止という場合、労災、職業
病、本法が射程とする作業関連疾患を含ま
た健康障害の防止を指す。また、広義には、
不調の防止や快適職場環境形成も含む。
もっとも、その目的を労働者の安全と健
康の確保と快適な職場環境形成の促進に絞
っ て い る 点 に は 疑 問 が 残 る 。
安衛法には、特化則第 条（アルキル

水銀化合物を廃棄する際の除毒義務）のよ
うな公害防止規定もあるし、後述するよう
に、安衛法の中でも、物の危険性に着目し
た規制や職場環境整備に関する規制の保護
対象は、有害物質を扱う作業場で作業に従
事する者のほか、規制によってはその場に
出入りする者にも及ぶ旨を述べる最高裁判
決（建設アスベスト（神奈川第 陣）事件
最 小判令和 年 月 日最高裁判所民
事判例集 巻 号 頁）も出ている。
第 章にある、機械や有害化学物質等の製
造流通規制（安全な物以外を製造したり市

－ 254 －



分担研究報告書（三柴 丈典）

．研究結果

第 条

条文
（目的）

第一条 この法律は、労働基準法（昭和二
十二年法律第四十九号）と相まつて、労
働災害の防止のための危害防止基準の確
立、責任体制の明確化及び自主的活動の
促進の措置を講ずる等その防止に関する
総合的計画的な対策を推進することによ
り職場における 労働者の安全と健康を
確保するとともに、快適な職場環境の形
成を促進することを目的とする。

趣旨と内容
趣旨

本法が、使用者依存の安全衛生管理の困
難等の事情（詳細は、労基法研究会報告

畠中元教授は、本条における「職場にお
ける」とは、産業労働の場での労働災害防
止を目的として、大きく法の適用範囲を区
切る概念としている（畠中信夫『労働安全
衛生法のはなし』（中災防新書、 年
（令和元年）） 頁）。おそらく、労働災
害の防止に力点があり、機械や化学物質の
製造流通業者等も対策を求められるが、対
策を行うべき基本的な場所はあくまで労働
者の就労場所であって、社長室でも一般往
来でもないという趣旨だろう。もっとも、
労働災害の概念の拡大により、自宅や交通
労災の危険場所等が含まれる可能性まで排
除するものではないと察せられる。

（本報告書のⅡ－ に概要を掲載））を背
景に、労基法から離れ、合目的志向で、機
動的、多面的、専門的かつ柔軟に安全衛生
等の実現を図ろうとしたものであることを
明らかにしている。
すなわち、労使関係における使用者への

最低基準の確保を中心とした労基法の基本
的趣旨（特に総則部分に示された憲章）を
承継しつつも、それにとらわれず、総合的
に（多面的な対策を計画的に、重点を定め、
体制を組み、順序立てて）講じること、労
基法の社会的労働条件規制と連携すること
により、労災防止 を第一に、快適職場形
成に至る高い水準の達成を目的としたもの
であることを明らかにしている 。

本稿で労災防止という場合、労災、職業
病、本法が射程とする作業関連疾患を含ま
た健康障害の防止を指す。また、広義には、
不調の防止や快適職場環境形成も含む。
もっとも、その目的を労働者の安全と健
康の確保と快適な職場環境形成の促進に絞
っ て い る 点 に は 疑 問 が 残 る 。
安衛法には、特化則第 条（アルキル

水銀化合物を廃棄する際の除毒義務）のよ
うな公害防止規定もあるし、後述するよう
に、安衛法の中でも、物の危険性に着目し
た規制や職場環境整備に関する規制の保護
対象は、有害物質を扱う作業場で作業に従
事する者のほか、規制によってはその場に
出入りする者にも及ぶ旨を述べる最高裁判
決（建設アスベスト（神奈川第 陣）事件
最 小判令和 年 月 日最高裁判所民
事判例集 巻 号 頁）も出ている。
第 章にある、機械や有害化学物質等の製
造流通規制（安全な物以外を製造したり市
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その主な手法として、
①危害防止基準（主に罰則で担保され、

物的・人的な措置を義務づける具体的な再
発防止策 ）の確立

場に流通させること自体を規制するような
規定）も、工場法制定以前から存在したが、
そうした危険有害物のリスクに晒される者
の安全を広く図ったもので、当時は、むし
ろ労働者保護の視点を欠いていた。
時あたかも、個人事業者等への安衛法の

適用の可能性／拡大が議論されている時期
でもあり、本条は、労働者を中心として、
事業者の事業者リスク管理の影響を受ける
者一般を保護対象とし、事業者自体も、現
在の定義から「人を使用する者」を外し、
事業を営み、「人の安全衛生に影響を与え
る者」まで射程を拡大するよう、改定され
るべきだろう。
畠中元教授は、「危険および健康障害を防
止するための基準」であり、特定の危害に
特定の作為／不作為を罰則付きで課す法第

条から第 条までの規定（及びその紐
付き省令等）が基本だが、広義には、機械
等・危険有害物の危険有害性の調査やリス
ク関連情報の伝達等の上流での規制、作業
環境測定、特殊健診、安全衛生教育、一定
の資格者以外の就業制限等の補完的な規制
も含まれるとする。また、危害防止基準は、
大別して、
①機械器具その他の設備、原材料、建設

物や作業環境のような物的リスクに対する
物的規制（製造流通規制、使用段階での規
制）
②作業に伴うリスクに対する作業規制
③能力不足等の人的リスクに対する安全

②責任体制の明確化（法定内外の安全衛
生措置の確保の責任者の明確化。いわば安
全衛生経営の体制面での確保）
③自主的活動の促進（区々多様な職場リ

スクに応じ、労働者参加も得た積極的な災
害防止の取り組み（これは後に労働安全衛
生マネジメントシステムによるリスクアセ
スメントの誘導に発展する））
を挙げている。このうち②は、安全衛生

を促進するための経営体制づくり（安全衛
生経営の実施）を図るものとも言える。事
業場単位が基本だが、元請－下請の労働者
等による混在作業が行われ、従って、場所
単位での統括的な安全衛生管理を図らせる
趣旨も含まれるし、重視されている。
本条は、本法の趣旨を語る宣言規定なの

で、当然ながら、罰則は付されていない。

内容
本条で解釈論上問題となる点の つは、

平成 年法改正で「快適な作業環境の形
成」から変えられた「快適な職場環境の形
成」の意味内容である。従前の政府の説明
では、作業環境とは、「作業を行う場所の
空気、湿度、照度等」を指し、職場環境と
は、「作業環境のほかに作業方法等労働者
が利用する施設設備の状況等を含む概念」
を意味する。同改正で設けられた法第
条の 及び、「事業者が講ずべき快適な職
場環境の形成のための措置に安する指針

衛生教育、資格保有者への就業制限などの
人的規制
の 種類に分けられるという（畠中前掲

書（ 年（令和元年）） 頁）。
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（以下、「快適職場指針」ともいう）（平成
年 月 日労働省告示第 号）」がその

具体化を図っており、①「作業環境の管
理」、②「作業方法の改善」、③「労働者の
心身の疲労の回復を図るための施設・設備
の設置・整備」、④「その他の施設・設備
の維持管理」が挙げられている。
快適職場指針によれば、①は、空気環境

の清浄化、温熱条件の適正化等を意味し、
②は、作業姿勢の改善等を意味し、③は、
休憩室の設置等を意味し、④は、洗面所や
トイレの清潔、利便性等を意味する。③に
は、疲労やストレス等に関する相談室の確
保等も該当するとされている。
法第 条の は、こうした高水準の目

的を達するため、継続的かつ計画的な措置
が必要としている。
もっとも、質的に高水準を求めれば、安

全衛生の課題は、労基法が定める社会的な
労働保護のほか、キャリア形成支援、障害
者雇用などとも所掌が重なってくる。個人
（の能力や適性、健康状態等）と所属組織
の相性合わせ（適応支援）や利害調整も求
められる。従前の安全技術や衛生工学等の
知見を超え、経営学、組織心理学、医学、
法務など、学際的な課題の達成、問題の解
決／解消の取り組みが求められる。そうし
た要請に応えると共に、従前からの安衛法
上の積み残し課題の解決を図るため、
年に設立されたのが、日本産業保健法学会
である。
次に解釈論上問題となり易いのは、「労

働基準法と相まって」の意味内容である。
労基法には、第 章「安全及び衛生」が残
され、第 条に、労働安全衛生に関して
は安衛法の定めによる旨の定めがあるので、

両者が一体的関係（いわゆる姉妹法関係）
に立つことは明らかだが、問題は、その具
体的な意味である。
その つは、通達が示す通り、労基法が

司る「賃金、労働時間、休日などの一般的
労働条件の状態は、労働災害の発生に密接
な関連を有すること」から（都道府県労働
基準局長あて労働事務次官通達「労働安全
衛生法の施行について」昭和 年 月
日発基第 号）、両法が一体的に適用さ
れることで安全衛生が確保されるという労
働監督上の運用方針である。この理解にほ
ぼ異論はないだろう。
議論となるのは、安衛法第 条と労基法

第 条により、少なくとも安衛法上の危
害防止基準（最低基準）に労基法第 条
が適用され、労働契約を直律する効力を有
するかである。
従前の労働法学説の中には、これを肯定

する見解もあったが 、安衛法の立法に携
わられた畠中信夫氏（元白鴎大学教授）は、
これらの規定は、労基法の憲章とも言える

総則（第 条：最低基準的性格、第 条：
労使の対等決定原則、協約・就業規則・労
働契約の遵守、第 条：差別的取扱の禁止、
第 条：男女同一賃金原則、第 条：強制
労働の禁止、第 条：中間搾取の排除、第
条：公民権行使の保障、第 条：削除

（以前は適用事業）、第 条：労働者の定
義、第 条：使用者の定義、第 条：賃

片岡昇『新版労働法 改訂版 』（有斐閣、
年） 頁以下、西村健一郎他『労

働法講義（ ）労働者保護法』（有斐閣、
年） 頁以下など。
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（以下、「快適職場指針」ともいう）（平成
年 月 日労働省告示第 号）」がその

具体化を図っており、①「作業環境の管
理」、②「作業方法の改善」、③「労働者の
心身の疲労の回復を図るための施設・設備
の設置・整備」、④「その他の施設・設備
の維持管理」が挙げられている。
快適職場指針によれば、①は、空気環境

の清浄化、温熱条件の適正化等を意味し、
②は、作業姿勢の改善等を意味し、③は、
休憩室の設置等を意味し、④は、洗面所や
トイレの清潔、利便性等を意味する。③に
は、疲労やストレス等に関する相談室の確
保等も該当するとされている。
法第 条の は、こうした高水準の目

的を達するため、継続的かつ計画的な措置
が必要としている。
もっとも、質的に高水準を求めれば、安

全衛生の課題は、労基法が定める社会的な
労働保護のほか、キャリア形成支援、障害
者雇用などとも所掌が重なってくる。個人
（の能力や適性、健康状態等）と所属組織
の相性合わせ（適応支援）や利害調整も求
められる。従前の安全技術や衛生工学等の
知見を超え、経営学、組織心理学、医学、
法務など、学際的な課題の達成、問題の解
決／解消の取り組みが求められる。そうし
た要請に応えると共に、従前からの安衛法
上の積み残し課題の解決を図るため、
年に設立されたのが、日本産業保健法学会
である。
次に解釈論上問題となり易いのは、「労

働基準法と相まって」の意味内容である。
労基法には、第 章「安全及び衛生」が残
され、第 条に、労働安全衛生に関して
は安衛法の定めによる旨の定めがあるので、

両者が一体的関係（いわゆる姉妹法関係）
に立つことは明らかだが、問題は、その具
体的な意味である。
その つは、通達が示す通り、労基法が

司る「賃金、労働時間、休日などの一般的
労働条件の状態は、労働災害の発生に密接
な関連を有すること」から（都道府県労働
基準局長あて労働事務次官通達「労働安全
衛生法の施行について」昭和 年 月
日発基第 号）、両法が一体的に適用さ
れることで安全衛生が確保されるという労
働監督上の運用方針である。この理解にほ
ぼ異論はないだろう。
議論となるのは、安衛法第 条と労基法

第 条により、少なくとも安衛法上の危
害防止基準（最低基準）に労基法第 条
が適用され、労働契約を直律する効力を有
するかである。
従前の労働法学説の中には、これを肯定

する見解もあったが 、安衛法の立法に携
わられた畠中信夫氏（元白鴎大学教授）は、
これらの規定は、労基法の憲章とも言える

総則（第 条：最低基準的性格、第 条：
労使の対等決定原則、協約・就業規則・労
働契約の遵守、第 条：差別的取扱の禁止、
第 条：男女同一賃金原則、第 条：強制
労働の禁止、第 条：中間搾取の排除、第
条：公民権行使の保障、第 条：削除

（以前は適用事業）、第 条：労働者の定
義、第 条：使用者の定義、第 条：賃

片岡昇『新版労働法 改訂版 』（有斐閣、
年） 頁以下、西村健一郎他『労

働法講義（ ）労働者保護法』（有斐閣、
年） 頁以下など。
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金の定義、第 条：平均賃金の定義）が、
安衛法にも及ぶことを図ったもので、安衛
法はあくまで行政による監督取締法規であ
って、契約直律効を予定していなかったと
している 。
確かに、裁判例の中には、安衛法の危害

防止基準はそのまま民事上の注意義務や安
全配慮義務の内容になるような趣旨を述べ
たものもあるが 、それは安衛法の立法者
の意図ではなく、民事側での解釈と理解す
べきだろう。

沿革：制度史
工場法制定以前は、製造所取締規則、汽

罐、汽罐に関する取締規則、煙火、燐寸及
び魚獣化製造に関する取締規則等により、
各地方庁ごとに取り締まられて来た。主な
名宛人は危険有害物の製造者、設置者等で
あり、むしろ労働者保護の視点が欠けてい
た。爆発物貯庫規定、電気事業法、瓦斯事
業法などの安全法もあったが、労働者保護
がメインの目的ではなかった。
明治 年に制定された工場法は、工業

主を基本的な名宛人として、主に女性と年
少者から成る保護職工の危険有害業務への
就業制限を図りつつ、第 条で、一般職

畠中元教授の本研究プロジェクト会議で
の発言。
中国電力事件鳥取地判昭和 年 月
日判例時報 号 頁、中国ピアノ運
送事件広島地判平成元年 月 日労働判
例 号 頁、内外ゴム事件神戸地判平成
年 月 日判例タイムズ 号 頁

など。

工の安全にも貢献する設備の改善等の措置
を規定した。ただし、具体的な措置は行政
官庁の命令に委任し、同条のみで工業主に
直接的な義務が生じるわけではなかった 。

○工場法（明治 年 月 日法律第
号）第 条「行政官庁ハ命令ノ定ム

ル所ニ依リ工場及付属建設物並設備カ危
害ヲ生シ又ハ衛生、風紀其ノ他公益ヲ害
スル虞アリト認ムルトキハ予防又ハ除害
ノ為必要ナル事項ヲ工業主ニ命シ必要ト
認ムルトキハ其ノ全部又ハ一部ノ使用ヲ
停止スルコトヲ得」
○工場危害予防及衛生規則 昭和 年
月 日内務省令第 号
工場法に紐付く規則だけに、同法と同

様に、元方事業者宛の規制はなく、基本
的に工業主（事業者）が雇用する被用者
保護を想定し、主に事業場に設置された
機械、設備等の安全性確保や危険・有害
性対策を図る、限られた名宛人に対して
限られたリスク対策を求める内容だっ
た。
すなわち、第 条から第 条は、概

ね原動機や動力伝導装置等の機械安全関
係、第 条は墜落防止、第 条は可搬
式（かはんしき：移動可能な）梯子から
の落下や転倒防止、第 条は機械と隣
接する通路の確保、第 条は危険箇所
の標示、第 条は職工側による危害防
止措置の無効化の禁止、第 条から第

条は爆発、発火、引火等の危険物対
策、火災による危険防止、第 条はガ

鈴木隆治『危害予防規則の施行解説』（紡
績雑誌社、 年（昭和 年）） 頁。
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ス、粉塵等の有害物対策、第 条は、
危険性、有害性のある場所への立ち入り
禁止措置、第 条は、物の飛散、高熱
物や毒劇薬、有害光線、粉塵、ガス等に
ばく露する作業で使用させる保護具の準
備、第 条は、有害な作業をする工場
での食事場所の隔離、有害物等にばく露
する工場での洗面装置の設置等、第
条は、今では殆どみられない織機（しょ
っき）につき、杼（ひ、シャットル）
（図参照）を通すためその端を引き出す
道具の設置、第 条は、建物の採光、
換気、第 条は、救急用具の設置、第

条は、食堂等の清潔、第 条は、更
衣所等の男女別の設置を定めていた。

なお、工場法では、種々の感染症の感染
者や癪（原因不明な疼痛を伴う内臓疾患）
のほか、精神病者、 週間以内に出産を控
えた者等の就業を禁止していた 。就業禁
止対象の多くは、旧労基法時代の労働安全
衛生規則にも引き継がれた。
工場危害予防及衛生規則など工場法に紐

づく規則も工業主を主な名宛人としていた
が、現在の安衛法のように、事業者という
概念を設定し、両罰規定を設けて（ただし、
両罰規定が設けられたのは、労基法制定時
点（第 条）だった）、半無過失責任を
負わせてはおらず、工場災害の責任所在の
画定は困難と解されていた 。
その後、労基法（昭和 年 月 日法

鈴木前掲書（ 年（昭和 年）） 頁。
鈴木前掲書（ 年（昭和 年））
頁。

律第 号）が制定され、当初、第 章に
「安全及び衛生」を設け、第 条に「使
用者は、機械、器具その他の設備、原料若
しくは材料又はガス、蒸気、粉じん等によ
る危害を防止するために、必要な措置を講
じなければならない。」との一般規定をお
いていた。これは、現行法の第 条、第

条等の一般規定の元になった規定であ
る。第 章には、その他を含め 箇条が
設けられ、その下に、旧労働安全衛生規則
（昭和 年 月 日労働省令第 号）
が策定された。同規則自体に罰則の定めは
なく、本法 箇条の中で同規則に具体化
が委任され、当該 箇条に本法第 条、
第 条で罰則が設けられていたので、そ
の紐付き規則規定は、実質的に強制力を持
つこととなっていた。旧安衛則には、本法
の委任を受けない実施省令的な規定も多く
存在した。
旧労働基準法の紐付け省令なので、基本

的には同法第 条が定める使用者を名宛
人としており、元方事業者宛の規制はなか
った（但し、機械器具の譲渡提供者等にか
かる規制は設けられていた（第 条等）。
また、物品設備を主語として、名宛人を設
けない規定も多かった）。後掲の通り、元
請の現場責任者を使用者とみなす判例（後
掲の河村産業所事件（鍋田農協倉庫倒壊事
件）名古屋高判）も現れたが、法の不備は
拭えなかった。
いずれにせよ、旧労基法と旧安衛則は、

使用者を義務対象とした最低基準規制を中
心とし、旧安衛則や関係特別規則に、生じ
た労災の再発防止を目的とする技術的規制
を中心に整備が進んだが、十分な労災防止
効果をあげられなかった。
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また、物品設備を主語として、名宛人を設
けない規定も多かった）。後掲の通り、元
請の現場責任者を使用者とみなす判例（後
掲の河村産業所事件（鍋田農協倉庫倒壊事
件）名古屋高判）も現れたが、法の不備は
拭えなかった。
いずれにせよ、旧労基法と旧安衛則は、

使用者を義務対象とした最低基準規制を中
心とし、旧安衛則や関係特別規則に、生じ
た労災の再発防止を目的とする技術的規制
を中心に整備が進んだが、十分な労災防止
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そこで、まずは建設業等における元請－
下請等の混在作業現場での統括的な安全管
理体制の構築や危険な建設物等にかかる注
文者の責任負担等を図ったのが、昭和
年の旧労働災害防止団体法（昭和 年
月 日法律第 号 だった。
同法は、第 章で、元方事業主等を主な

名宛人とする新たな安全衛生管理体制を設
定した。
その第 条は、現行法の第 条及び第
条に相当する内容を定めた。すなわち、

建設業等の特定事業の元方事業主を名宛人
として、混在作業が行われている場合、そ
れに伴う労災を防ぐため、統括管理者を選
任すべきことのほか、協議組織の設置、作
業間の連絡調整、作業場所の巡視等必要な
措置（まさに統括管理）を講ずべきことを
定めた。
第 条は、現行法第 条と同趣旨、第
条は、現行法第 条と同趣旨を定めた。
このように、同法は、現行法でいう特定

元方事業者等による統括管理義務と個々の
事業者が安衛法上負っている義務の双方か
らのアプローチにより、「一の場所」にお
ける効果的な労災防止を図るなど、労使関
係中心の従来の規制のあり方から一歩前に
踏み出した。
その後、昭和 年に労働基準法研究会

報告書が現行安衛法の骨子を提言した（昭
和 年 月 日）。ここには、以下の
ような災害傾向分析が記されていた。
・戦後、高度経済成長期を経て休業 日

以上の死傷災害が増加していること、
・チェンソーによる白蝋病、キーパンチ

ャー業務による頸肩腕症候群などのほか、
有機溶剤中毒などの化学的障害などの業務

上疾病の罹患者も多数に上ったこと、
・背景には、技術革新に伴う生産設備の

大型化、複雑化、高速化、職業病や公害の
発生等に象徴される産業の非人間化がある
と考えられたこと、
・特に製造業、建設業の災害が多く、な

おかつ災害の重篤度も高く、クレーンなど
の他、自動車などの動力運搬機、重建設機
械によるものが多かったこと、
・元請との力関係、下請同士の連携不足、

人材・資力・能力不足など、中小下請企業
の安全衛生管理に問題がある場合が多いこ
と、
・労働力構成の高齢化、若年労働者等の

体力の低下、疾病による休業の増加などの
新たな健康問題が生じていたこと等。
労基法研究会報告書は、以上のような認

識を踏まえ、以下の基本方針を打ち出し、
これが概ね現行安衛法の章立てに反映され
た。ただし、安全技師の選任と医師による
通報等の制度の提言は反映されなかった。
①積極的、科学的対策、
②新工法、新原材料対策のための事前審

査制度、
③機械設備の本質的安全化のための発注、

設計段階での安全性確保、
④職場の環境改善による公害源の解消、
⑤労働者の体力づくり等の積極的対策、
⑥技術指針の作成・公表、労災多発事業

場への勧告制度などの行政による柔軟で幅
広い誘導策、
⑦以上の方策を支える安全衛生研究の推

進、
⑧安全衛生人材の積極的な養成と官民両

者への供給、
⑨中小企業や構内下請企業に対する親企
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業の責任強化と行政による技術面、財政面
での支援等。

第 条

条文
（定義）

第二条 この法律において、次の各号に
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各
号に定めるところによる。
一 労働災害 労働者の就業に係る建
設物、設備、原材料、ガス、蒸気、
粉じん等により、又は作業行動その
他業務に起因して、労働者が負傷
し、疾病にかかり、又は死亡するこ
とをいう。

二 労働者 労働基準法第九条に規定
する労働者（同居の親族のみを使用
する事業又は事務所に使用される者
及び家事使用人を除く。）をいう。

三 事業者 事業を行う者で、労働者
を使用するものをいう。

三の二 化学物質 元素及び化合物を
いう。

四 作業環境測定 作業環境の実態を
は握するため空気環境その他の作業
環境について行うデザイン、サンプ
リング及び分析（解析を含む。）を
いう。

趣旨と内容
趣旨

本法でよく用いられる用語のうち、特に
必要のあるものにつき定義を示したもので

ある 。

内容
＜労働災害（第 号について）＞
本条第 号の「労働災害」は、本法によ

る対応の主なターゲットを確定する概念で
あり、その定義は非常に重要な意味を持つ。
労災保険法上の補償は政策的に決定され

ることもあり（たとえば、東日本大震災の
被災者のうち海外線に近い事業場で就労し
ていた労働者を補償対象とする等）、同法
上の労働災害と本法上のそれは必ずしも一
致しないが、本法上の労働災害も、本法所
定の諸措置により防止が求められ、その発
生が労災保険の適用や使用者の民事損害賠
償責任を「推定」させる等の点で、他の災
害（公衆災害等）と差別化できる必要があ
る。用語法として、「災害」は、人的損害
を生じるもの、「事故」は、物的損害を意
味する。
安衛法に関する代表的な解説書によれば、
産業活動によって生じる災害だが、「労働

者が労働者としての地位にあることによっ
て被る災害である点において一般人が被害
を受ける公衆災害とは異な」り、大規模な
爆発や資材の道路への落下等では、労働者
と一般人の双方に被害が及ぶことがあるが、
このような場合、いずれの被害に注目する
かでいずれの災害か呼び分けることになり、
労働災害の面がある限り本法の対象となる。
また、労働災害は、建設物、物的設備等に

労働調査会出版局編『労働安全衛生法の
詳解』（労働調査会、 年（平成
年）） 頁。
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る。用語法として、「災害」は、人的損害
を生じるもの、「事故」は、物的損害を意
味する。
安衛法に関する代表的な解説書によれば、
産業活動によって生じる災害だが、「労働

者が労働者としての地位にあることによっ
て被る災害である点において一般人が被害
を受ける公衆災害とは異な」り、大規模な
爆発や資材の道路への落下等では、労働者
と一般人の双方に被害が及ぶことがあるが、
このような場合、いずれの被害に注目する
かでいずれの災害か呼び分けることになり、
労働災害の面がある限り本法の対象となる。
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労働調査会出版局編『労働安全衛生法の
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年）） 頁。
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よる物的災害と労働者の作業行動等による
行動災害に大別され、後者には、過労死等
も含まれる 。当然ながら、疾病傷害及び
それらによる死亡の全てが含まれる。

＜労働者（第 号）について＞
本条第 号が定め、本法の主な保護対象

である労働者は、労基法上の労働者と同一
の概念である（安衛法第 条第 項）。労
基法上の労働者と労働者災害補償保険法
（以下、「労災保険法」）上の労働者もほぼ
同一の概念である。労基法上の労働者性と
労契法上の労働者性（労契法第 条第）も
ほぼ同一の概念である。これらの労働者性
の本質的要素は、①使用従属性（指揮命令
関係）と②報酬の労務対償性である 。判
例 及び行政見解 によれば、①は、逐一

労働調査会前掲編著（ 年（平成
年）） 頁。
労働基準法研究会報告（労働基準法の

「労働者」の判断基準について）（昭和
年 月 日）。
藤沢労基署長事件最 小判平成 年

月 日労働判例 号 頁、横浜南労
基署長（旭紙業）事件最 小判平成 年
月 日労働判例 号 頁、朝日新聞
社（国際編集部記者）事件東京高判平成
年 月 日労働判例 号 頁、日

本放送協会事件大阪高判平成 年 月
日労働経済判例速報 号 頁、新宿労
基署長（映画撮影技師）事件東京高判平成
年 月 日労働判例 号 頁など。
労使関係法研究会報告（労働組合法の

「労働者」の判断基準について （平成
年 月）。

使用者の指示を受けて業務を遂行すること
ではなく、広い意味で使用者の指示を受け、
使用者のために就労していれば充たされ、
②は、仕事の完成に対する対価ではなく、
労務提供それ自体の対価となっているか否
かを問う。判例は、具体的な判断要素（要
件ではないので、全てを充たす必要は無
い）として、①仕事の依頼、業務の指示等
に対する諾否の自由の有無、②業務の内容
及び遂行方法に対する指揮命令の有無、③
勤務場所・時間についての指定・管理の有
無、④労務提供の代替可能性の有無、⑤報
酬の労働対償性、⑥事業者性の有無（機械
や器具の所有や負担関係や報酬の額など）、
⑦専属性の程度、⑧公租公課の負担（源泉
徴収や社会保険料の控除の有無）を総合的
に考慮してきた。
なお、本号が家事使用人を適用除外した

のは、労基法第 条に倣ったものと思わ
れ、同条が家事使用人を適用除外した理由
は、
①家族人に準じる者／一般家庭で私生活

を送る者と位置付けられ、「法は家庭に入
らず」の考え方が準用されたこと、
②他国の労働法規も適用除外対象として

いたこと、
③家事労働の時間計測が困難と解された

こと、
④実態として、その多くを女性が占めて

いたこと、
等であったと分析されている 。なお、

宮木義博「『家事使用人』の範囲につい
ての考察」季刊労働行政研究 巻（
年（平成 年）） 頁。
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行政解釈によれば、法人に雇われ、その役
職員の家庭で家族の指揮命令下で行う労働
は家事使用人に該当するが、家政婦紹介所
など家事を請け負う事業者に雇用され、そ
の指揮命令下で派遣先で就労する者は該当
しない（昭和 年 月 日基発第
号、平成 年 月 日基発第 号）。
また、判例の中に、家事使用人も労働者で
あり、その範囲は厳格に解すべきで、利用
家庭の外から「その労働条件や指揮命令の
関係等を把握することが容易であり」、か
つ、「それが一般家庭における私生活上の
自由の保障と必ずしも密接に関係」しない
場合、家事使用人と認められない。①タイ
ムカードによる労働時間管理、②家事のマ
ニュアル化、③会議やヒヤリングでの業務
内容把握等がなされている条件では、家事
使用人には該当しない、としたものがある
（医療法人衣明会事件東京地判平成 年
月 日労働判例 号 頁）。
その他の人的な適用除外対象として、船

員や公務員がある。
安衛法第 条第 項により、船員法の

適用を受ける船員に本法は適用されない。
船員法では、船員と船舶の一体性が重視さ
れるなど、独特の秩序が通底しており、沈
没すれば雇用契約が自動終了するが、なお
人命・船舶等の救助に従事すべきこと、船
内作業による危害防止等にかかる定めの遵
守等が船員に義務づけられている（同法第
条）。
国家公務員の場合、一般職（国家公務員

法第 条第 項。内閣総理大臣・国務大臣
から国会職員、国会議員秘書、防衛省職員、
独立行政法人役員までを含む特別職以外の
一切の職。現業・非現業の双方を含む）に

は適用されない（国家公務員法附則第
条）。彼／彼女らの労働安全衛生は、主に
人事院規則第 － ～ に規定されている。
例外は、造幣局、国立印刷局など つの行
政執行法人に勤務する一般職であり、彼／
彼女らには安衛法が適用される（行政執行
法人の労働関係に関する法律第 条第
項第 号）。
地方公務員の場合、現業、非現業を問わ

ず、基本的に適用される。労災防止計画に
関する安衛法第 章は、一部の現業公務員
以外には適用されない（地方公務員法第

条第 項）。また、労働基準監督官の
司法警察権限に関する安衛法第 条も、
人事委員会等が行うこととなるため、一部
の現業公務員以外には適用されない（地方
公務員法第 条第 項、第 項） 。

＜事業者（第 号）について＞
労基法では、名宛人の多くが「使用者」

である。これは、「事業主又は事業の経営
担当者その他その事業の労働者に関する事
項について事業主のために行為するすべて

畠中元教授は、安衛法の適用除外を、
「人の適用除外」、「物の適用除外」、「場所
の適用除外」の 種類に分け、ここで述べ
た家事使用人以下の例を「人の適用除外」
に含めている。
「物の適用除外」の例には、機械等なら

びに危険物および有害物に関する規制の適
用が除外される特定機械（ボイラー等）等
を挙げ、「場所の適用除外」の例には、鉱
山保安法が定める鉱山を挙げている（畠中
前掲書（ 年（令和元年）） 頁）。
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行政解釈によれば、法人に雇われ、その役
職員の家庭で家族の指揮命令下で行う労働
は家事使用人に該当するが、家政婦紹介所
など家事を請け負う事業者に雇用され、そ
の指揮命令下で派遣先で就労する者は該当
しない（昭和 年 月 日基発第
号、平成 年 月 日基発第 号）。
また、判例の中に、家事使用人も労働者で
あり、その範囲は厳格に解すべきで、利用
家庭の外から「その労働条件や指揮命令の
関係等を把握することが容易であり」、か
つ、「それが一般家庭における私生活上の
自由の保障と必ずしも密接に関係」しない
場合、家事使用人と認められない。①タイ
ムカードによる労働時間管理、②家事のマ
ニュアル化、③会議やヒヤリングでの業務
内容把握等がなされている条件では、家事
使用人には該当しない、としたものがある
（医療法人衣明会事件東京地判平成 年
月 日労働判例 号 頁）。
その他の人的な適用除外対象として、船

員や公務員がある。
安衛法第 条第 項により、船員法の

適用を受ける船員に本法は適用されない。
船員法では、船員と船舶の一体性が重視さ
れるなど、独特の秩序が通底しており、沈
没すれば雇用契約が自動終了するが、なお
人命・船舶等の救助に従事すべきこと、船
内作業による危害防止等にかかる定めの遵
守等が船員に義務づけられている（同法第
条）。
国家公務員の場合、一般職（国家公務員

法第 条第 項。内閣総理大臣・国務大臣
から国会職員、国会議員秘書、防衛省職員、
独立行政法人役員までを含む特別職以外の
一切の職。現業・非現業の双方を含む）に

は適用されない（国家公務員法附則第
条）。彼／彼女らの労働安全衛生は、主に
人事院規則第 － ～ に規定されている。
例外は、造幣局、国立印刷局など つの行
政執行法人に勤務する一般職であり、彼／
彼女らには安衛法が適用される（行政執行
法人の労働関係に関する法律第 条第
項第 号）。
地方公務員の場合、現業、非現業を問わ

ず、基本的に適用される。労災防止計画に
関する安衛法第 章は、一部の現業公務員
以外には適用されない（地方公務員法第

条第 項）。また、労働基準監督官の
司法警察権限に関する安衛法第 条も、
人事委員会等が行うこととなるため、一部
の現業公務員以外には適用されない（地方
公務員法第 条第 項、第 項） 。

＜事業者（第 号）について＞
労基法では、名宛人の多くが「使用者」

である。これは、「事業主又は事業の経営
担当者その他その事業の労働者に関する事
項について事業主のために行為するすべて

畠中元教授は、安衛法の適用除外を、
「人の適用除外」、「物の適用除外」、「場所
の適用除外」の 種類に分け、ここで述べ
た家事使用人以下の例を「人の適用除外」
に含めている。
「物の適用除外」の例には、機械等なら

びに危険物および有害物に関する規制の適
用が除外される特定機械（ボイラー等）等
を挙げ、「場所の適用除外」の例には、鉱
山保安法が定める鉱山を挙げている（畠中
前掲書（ 年（令和元年）） 頁）。
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の者」（労基法第 条）と定められてお
り、要するに、ある事柄について、労働者
（単独または複数）との関係で勤務先側の
立場に立つ者だから、相対的なものであり、
当該事業における権限と責任の設定等に応
じて該当者は変わる。
では、本条が主な名宛人とする「事業

者」はどうか。
本条は、「事業を行う者で、労働者を使

用する者」と定めている。よって、先ず、
労働者を使用していなければならない。問
題は、「事業を行う者」の意味内容である。
通達には、以下のようにある。すなわち、

「この法律における主たる義務者である
『事業者』とは、法人企業であれば当該法
人 法人の代表者ではない 。 、個人企業
であれば事業経営主を指している」。「こ
れは、従来の労働基準法上の義務主体であ
つた『使用者』と異なり、事業経営の利益
の帰属主体そのものを義務主体としてとら
え、その安全衛生上の責任を明確にしたも
のである」。「なお、法違反があつた場合
の罰則の適用は、法第一二二条に基づいて、
当該違反の実行行為者たる自然人に対しな
されるほか、事業者たる法人または人に対
しても各本条の罰金刑が課せられることと
なることは、従来と異なるところはない
」（都道府県労働基準局長あて労働事務

労基法（第 条）では、法人の代表者
を事業主として、両罰規定の適用対象とし
ている。
昭和 年の旧労働基準法施行時点で、

第 条に両罰規定があったので、第 章
の使用者義務規定等の違反による事業主の

次官通達「労働安全衛生法の施行につい
て」昭和 年 月 日発基第 号）。
つまり、通常、法人なり企業トップなり、

通常、事業体が最も大切に思っている存在
（内外の信頼性、ブランド力を高めようと
するもの）を責任主体とすることで、事業
のトップマネジメント層ないし事業組織全
体に安全衛生を重視させようとしたと解さ
れる。その趣旨は、たとえ事業者の代行を
従業者に委ねていても、当該者に違反があ
れば、事業者自身も罰金を課され得るとい
う両罰規定（法第 条）にもよく現れて
いる。両罰規定が適用される場合、事業者
の責任は厳格に問われる。例えば、保護具
の着用のように、事業者には着用「させ
る」こと、労働者には着用「する」ことが
義務づけられている場合、事業者の管理範
囲外で労働者が着用を怠っても、事業者が
自身に直接義務づけられた措置以上の措置
を講じていなければ、処罰され得る 。

処罰は可能だった。
厚生労働科学研究費補助金（労働安全衛
生総合研究事業）『労働安全衛生法の改
正に向けた法学的視点からの調査研究報
告書（研究代表・三柴丈典）』（
年） 頁（森山誠也執筆部分）。
ここには、事業者に義務を課した規定

（事業者義務規定）に労働者が違反した
場合にも適用し得ること、労働者に義務
を課した規定（労働者義務規定）に労働
者が違反した場合、本条の適用は想定さ
れていないという説もあるが、実際には
本条の適用例があること等も示されてい
る。
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もっとも、安衛法の構造にかかる問題が
ある。安衛法違反罪は故意犯であり、実行
行為者に措置義務の委任及び権限に加え、
原則として故意の存在が必要である。しか
し、現場の職長クラスには、作業者の指揮
命令権限はあっても、安全衛生予算等の決
定権限がなく、他方、社長クラスには、予
算等の決定権限はあっても、現場の危険認
識を欠き、したがって故意が認められない
ということになりかねず、現に、そうした
事情から立件が見送られた事案もあるとい
う 。
また、実務上、事業者は、事業者概念の

拡大、相対化に努めることで、科罰を避け
てきた面もある。業種にもよるが、生産や
販売より安全衛生を重視する企業は多くな
く、労働基準監督官らの災害調査や臨検で
も、安全衛生事項について、経営トップ層
が対応することは多くないようだ。最終責
任を事業者が負うとしても、履行代行者を
組織内で高い地位の者に行わせることまで
義務づけることは難しい。
平成 年法改正では、企業名公表制度

（同じ企業の複数事業場での重大労災の繰
り返しの発生及び改善計画の作成、変更、
実施の指示違反が基本的な要件。法第
条、安衛則第 条、第 条の ）が設け
られたが、これも、経営トップ層の安全衛
生意識を高める方策の一環と言える。しか
し、 の （労働安全衛生法典）等
に比べると、事業者に科される罰金はかな
り低額であるほか、経営者や上級管理者個
人の管理責任が刑事罰で図られる仕組みに

複数の監督官への聴取の結果による。

はなっていない 。基本的には、間接的な
圧力を狙ったソフト・ロー（結果の担保ま
では求めない手続き的規定やガイドライン
等）で構成されている。
事業者概念と並んで議論を招き易いのが、

安衛法の基本的な適用単位である「事業
場」概念である。行政解釈（昭和 年
月 日発基第 号通達の第 の ）によ
れば、労基法上の事業場と同趣旨であり、
場所的な一体性を持つことが原則だが、

では、 第 条や 年法
人故殺罪法（

）により、企
業役員などは、企業体による法違反がその
怠慢等により生じたと認められる場合、身
体刑や罰金刑を科され得る。前者は、役員
（ ）、管理者（ ）、秘書
（ ）などの怠慢等を対象とした
処罰の規定を置き、後者は、企業の重要な
決 定 権 を 持 つ 上 級 管 理 者 （

）にも法人故殺罪の適用が可
能な旨を定めている。実際に、禁止通知の
不遵守を根拠に禁錮刑を命じられたり、執
行猶予付の懲役刑を命じられる例がある。
また、 年企業役員解任法（

）第 条には、個々の企業役員が有罪
とされた場合、裁判所がその地位をはく奪
できる旨の定めもある（厚生労働科学研究
費補助金（労働安全衛生総合研究事業）
『リスクアセスメントを核とした諸外国の
労働安全衛生法制度の背景・特徴・効果と
わが国への適応可能性に関する調査研究報
告書（研究代表：三柴丈典）』 頁等
（三柴丈典執筆部分））。
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もっとも、安衛法の構造にかかる問題が
ある。安衛法違反罪は故意犯であり、実行
行為者に措置義務の委任及び権限に加え、
原則として故意の存在が必要である。しか
し、現場の職長クラスには、作業者の指揮
命令権限はあっても、安全衛生予算等の決
定権限がなく、他方、社長クラスには、予
算等の決定権限はあっても、現場の危険認
識を欠き、したがって故意が認められない
ということになりかねず、現に、そうした
事情から立件が見送られた事案もあるとい
う 。
また、実務上、事業者は、事業者概念の

拡大、相対化に努めることで、科罰を避け
てきた面もある。業種にもよるが、生産や
販売より安全衛生を重視する企業は多くな
く、労働基準監督官らの災害調査や臨検で
も、安全衛生事項について、経営トップ層
が対応することは多くないようだ。最終責
任を事業者が負うとしても、履行代行者を
組織内で高い地位の者に行わせることまで
義務づけることは難しい。
平成 年法改正では、企業名公表制度

（同じ企業の複数事業場での重大労災の繰
り返しの発生及び改善計画の作成、変更、
実施の指示違反が基本的な要件。法第
条、安衛則第 条、第 条の ）が設け
られたが、これも、経営トップ層の安全衛
生意識を高める方策の一環と言える。しか
し、 の （労働安全衛生法典）等
に比べると、事業者に科される罰金はかな
り低額であるほか、経営者や上級管理者個
人の管理責任が刑事罰で図られる仕組みに

複数の監督官への聴取の結果による。

はなっていない 。基本的には、間接的な
圧力を狙ったソフト・ロー（結果の担保ま
では求めない手続き的規定やガイドライン
等）で構成されている。
事業者概念と並んで議論を招き易いのが、

安衛法の基本的な適用単位である「事業
場」概念である。行政解釈（昭和 年
月 日発基第 号通達の第 の ）によ
れば、労基法上の事業場と同趣旨であり、
場所的な一体性を持つことが原則だが、

では、 第 条や 年法
人故殺罪法（

）により、企
業役員などは、企業体による法違反がその
怠慢等により生じたと認められる場合、身
体刑や罰金刑を科され得る。前者は、役員
（ ）、管理者（ ）、秘書
（ ）などの怠慢等を対象とした
処罰の規定を置き、後者は、企業の重要な
決 定 権 を 持 つ 上 級 管 理 者 （

）にも法人故殺罪の適用が可
能な旨を定めている。実際に、禁止通知の
不遵守を根拠に禁錮刑を命じられたり、執
行猶予付の懲役刑を命じられる例がある。
また、 年企業役員解任法（

）第 条には、個々の企業役員が有罪
とされた場合、裁判所がその地位をはく奪
できる旨の定めもある（厚生労働科学研究
費補助金（労働安全衛生総合研究事業）
『リスクアセスメントを核とした諸外国の
労働安全衛生法制度の背景・特徴・効果と
わが国への適応可能性に関する調査研究報
告書（研究代表：三柴丈典）』 頁等
（三柴丈典執筆部分））。
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個々の規模が小さくて組織的関連があり、
事務能力等がない場合、場所が離れていて
も 個の事業場とされることがある一方、
企業内の診療所、自動車販売会社内の自動
車整備工場のように、たとえ同じ場所にあ
っても、業務内容、業態が著しく異なるよ
うな場合には別個の事業場とされ得るなど、
最終的には実態を踏まえた個別的判断に委
ねられるという。
もっとも、事業場に変動が生じた場合の

同一性については、未解明な点が多い。
たとえば、
①ある事業場が事業譲渡されたが、その

労働者の全部又は一部が同じ場所で同じ業
務に従事する場合、
②地方公共団体が有する有料道路の料金

所業務のような現業の運営を民間事業者に
委託したが、労働者や業務内容等に殆ど変
更がない場合、なおかつそこで就業する労
働者の殆どが有期契約者で、年度ごとに契
約を更新されている場合、なおかつ、受託
する民間業者が入札制度により変更される
場合、
等について、明確な解釈の指針は存せず、

安衛法上、所定の書類の保存義務の負担者、
法第 条等所定の機械の設置者であり、
検査を受けるべき者等の所在が不明である。
筆者は、そもそも事業場自体が、場所を

基本として、業務内容、業態等により判断
されることから、それらに変動がなければ、
緩やかに同一性を認めてよいと解する（①
の場合、事業の譲渡人、③の場合、地方公
共団体を事業者として、上記の事業場の安
全衛生管理責任を負わせる）。

＜労働安全衛生法の適用範囲の拡大の可能

性と限界 ＞
日本の労働安全衛生法は、事業者に自身

が雇用する労働者を、産業活動に伴う様々
な労働安全衛生上のリスクから保護させる
規定を基本としている。しかし、事業者以
外の者を名宛人としたり、事業者らに自身
が雇用する労働者以外の者を保護させる規
定を多く設けている。たとえば、建設業等
の発注者であって、自らも仕事の一部を行
う者（「元方事業者」という）に、同じ建
設現場等で働く下請業者等（下請、孫請
等）の労働者の安全を統括管理（混在作業
現場におけるリスクや対応方針の共有、安
全パトロール等）させる規制を設けている
（第 条）。建設業等の工事の注文者の一
部（自身も仕事の一部を行う者であって、
重層的な下請構造がある場合は最先次の注
文者。自ら仕事を行わないクライエントは
該当しない。最先次の注文者ではない元請
も該当しない）に対して、同人が管理権や
リスク情報を持っている建設物等（足場、
型枠支保工、交流アーク溶接機等）を、下
請業者等の労働者に使用させる際、自身が
使用する労働者に対するのと同様に、必要
な労災防止措置を講じるべき旨を定めてい
る（第 条）。第 条は場の管理規定、
第 条は物の管理規定である。特定の危
険有害な化学物質の製造者や輸入者などに、
それに関するリスク情報を、ラベル等の形

三柴丈典＝倉重公太朗、中澤祥子「ギグ
ワーカーの安全衛生に関する法的保護のあ
り方について～日本の状況と展望～」産業
保健法学会誌 巻 号（ 年）
頁。
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式で、それを取り扱う可能性のある者に提
供させようとする定めもある（第 条な
ど）。労働者派遣法では、派遣元事業主よ
り、労働者を直接使用する派遣先事業主の
方が、多くの安全衛生法規の履行義務を課
されている（労働者派遣法第 条） 。
これらは、事業者に対して、自ら使用す

る労働者を保護させるだけでは、実効的に
安全衛生を確保できないことを前提にした
規制である。そこで、危険源やリスクを生
じる場所や物に関する情報や支配管理権限
を持つ者等に、情報提供や、必要な保護措
置等の履行を義務づけたということである
。これらの規制の背景には、名宛人の報

日本の安衛法の特徴については、厚生労
働科学研究費補助金（労働安全衛生総合研
究事業）「『労働安全衛生法の改正に向けた
法学的視点からの調査研究』報告書（
年度）」（研究代表者：三柴丈典）（
年） 頁を参照されたい。
土岐将仁『法人格を超えた労働法規制の

可能性と限界』（有斐閣、 年） 頁
は、これらの規定の名宛人は、労働契約上
の使用者の持つ権能を行使しているために、
労働法規（この場合、労働安全衛生法）の
履行義務を負わされている旨を述べている。
確かに、派遣先事業主にはそういう面があ
るが、元方事業者などは、むしろ自ら下請
業者等の労働者を指揮命令することを禁じ
られている（本来、労働者派遣として扱う
べきものの脱法的行為とみなされる。「労
働者派遣事業と請負により行われる事業と
の区分に関する基準」 昭和 年労働省告
示第 号 等を参照されたい）。労働安全
衛生法は、労災防止という目的を重視して、

償責任の原則（ある活動により利益を受け
る者こそが、その活動による災害の防止と
賠償の責任を負うべきとの考え方）や、予
見・管理可能性による安全配慮の要請や保
護責任の原則（災害を予見でき、管理でき
る者が、その防止と賠償の責任を負うべき
との考え方）等もあると解されるが、本質
的には、労災防止という目的を重視する労
働安全衛生の性格による。しかし、そうし
た規制の対象は、建設業者や造船業者、化
学物質の製造業者等に限られている 。ま
た、日本の安衛法や、それに紐付く省令は、
必ずしも誰が保護対象かを定めていない
（安衛法は、一般的に労働者の保護を目的
とすると定めているが（第 条、第 条第
項）、個別規定のうち保護対象を労働者

としているものは一部にとどまる）。その
場合、保護対象は、当然に労働者とも解釈
できるし、より広く想定されているとも解
釈できる。
近年、安衛法の一部の条規の保護対象を

広く解釈する判例が出た。すなわち、アス
ベストにより石綿肺や肺がんなどに罹患し
た建設会社従業員や自営業者の職人である
一人親方が、国に対しては、アスベストの

専門的、機動的な役割を果たすため、労働
基準法から分離独立した経過があるので、
危害防止措置の名宛人を使用者との類似性
で説明するのは適当でない。
なお、労働者の自宅は、労働安全衛生法

の主な適用対象となる「事業場」には該当
せず、同法に紐付く事務所衛生基準規則
（ 年労働省令第 号）の適用対象と
なる「事務所」にも該当しない。
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危険性のラベルによる表示や掲示にかかる
通達等による指導監督、保護具にかかる使
用確保の義務づけ等の規制権限不行使を国
家賠償法上違法であるとし、建材メーカー
に対しては、製品のリスクに関する警告を
行う注意義務の懈怠等が不法行為であると
して、それぞれに対して損害賠償請求を求
めた建設アスベスト訴訟（神奈川第 陣）
事件（最 小判令和 年 月 日最高裁
判所民事判例集 巻 号 頁）がそ
れである。国は、平成 年（ 年）
月に至り、アスベストを安衛法施行令に基
づく製造等禁止の対象としたが 、それま
でに建築物の建設や解体工事等に従事して
いた建設作業従事者（労働者及び一人親方
等の非労働者）が、中皮腫や肺がん等のア
スベスト関連疾患を発症した。そこで、全
国 つの地裁に、国とアスベスト建材のメ
ーカーを相手方として集団訴訟を起こした。
本件はそのうちの つである。
本件では、基本的には「労働者」の安全

衛生の確保を目的とする労働安全衛生法が、
請負・業務委託契約で就労する一人親方も
保護の対象としており、彼らの保護のため
の規制（法的拘束力を持つ規則の作成・改
正や法的拘束力のない通達の発出など）を
怠ると、国の規制権限不行使が違法となり
得るかも争点の つとなった。

最高裁は、国が、保護具の「準備（≠装
着の確保）」等の義務を事業者に課したう
えで、アスベストのハザードの判明度合い
に応じて通達等（法的拘束力はない）で講
ずべき対策のレベルを引き上げてきていた
経緯は認めている。

本件発生当時、安衛法第 条は、特定
の化学物質を容器に入れたり包装して他者
に譲渡したり提供する者に対して、そのリ
スク等を容器に貼り付けるラベルに表示す
る等して、関係者に伝える義務を課してい
た。特定化学物質障害予防規則（特化則）
第 条の は、事業者に対して、発がん
性物質等の特定の有害物質を扱う作業場に
おいて、その物質の有害性（ ）や取
扱い上の注意等を掲示する義務を課してい
た。また、当時の労働安全衛生規則は、事
業者に呼吸用保護具を備える義務は課して
いたが、実際に作業従事者に着用させる義
務は課していなかった。
本件では、国は、これらの規制につき、

表示や掲示については、通達（法的拘束力
なし）で具体化して指導監督したり、保護
具については、規則（法的拘束力あり）で
使用確保を義務づけなかったこと等により、
国家賠償法上の違法を犯したか等が争われ
た。また、これらの規制措置の保護対象に
一人親方が含まれるかが問われた。
この点について最高裁は、先ず、通達に

より、アスベストのリスクや保護具装着の
重要性を表示や掲示で十分に伝達させなか
ったこと、作業従事者への保護具使用を規
則で義務づけなかったこと等が、国家賠償
法上違法としたうえで、要するに、以下の
ように述べて、一人親方に対する国の国家
賠償法上の賠償責任を肯定した。すなわち、

）安衛法の主な目的は労働者保護だが、
職場環境の整備も定めている。また、法第

条は、物の危険性に着目した規制なの
で、同条の保護対象は、職場に出入りする
非労働者にも及ぶ。

）特化則が定める掲示義務も、非労働
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者を含め、有害物質を扱う作業場での作業
従事者の保護を図っている。
しかし、裁判所による柔軟な解釈にも限

界がある。結局、今の安衛法は、リスク創
出者管理責任負担原則のごく一部しか具体
化しておらず、一人親方、フリーランス、
ギグワーカーなど、多様な業種・職種にわ
たる新たな就労者の保護は難しい 。

＜化学物質（第 号の ）について＞
本号は、化学物質を元素及び化合物と定

義している。本法において、化学物質に特
化した規制は、第 章第 節に置かれてお
り、その有害性調査等を定めている。
元素や化合物に関する詳細は、主に昭和

年 月現在、厚生労働省では、こ
の点に関する検討会を開催している。これ
は、建設アスベスト最判を契機とした一人
親方らへの建設業等での安全管理責任の拡
大、フリーランス一般への安全衛生管理の
拡大、彼らへの健康管理措置の実施の是非
や範囲、方法を議論するものである（厚生
労働省「個人事業者等に対する安全衛生対
策のあり方に関する検討会」）。
なお、この論点については、日本産業保

健法学会 サイトに開催された以下の
編の記事を参照されたい。
①広報誌インタビュー「リスク創出者管

理責任論の産業保健への応用」
最終

閲覧日： 年 月 日。
②中村宇一、三柴丈典、森晃爾「個人事

業者等の安全衛生対策のあり方」
最終閲覧日：

年 月 日。

年通達（昭和 年 月 日基発第
号）と昭和 年通達（昭和 年 月
日基発第 号）に定められているが、概
ね不安定なものほどリスクが大きいと理解
できる（これはリスク全般に言えることか
もしれない）。
元素とは、物質を構成する基本的成分で

あり、 種類の原子から成る全ての状態で
あり、励起状態（ ：エネルギ
ー的に不安定な状態）を含み、単体（水素
、酸素 など、純物質 を構成する元

素の種類が 種類の物質。 種類以上の物
質を化合物という）を含む（昭和 年通
達）。
化合物とは、 種類以上の元素の結合

（化合 によって生じた、原則として一定
の組成を有する物質をいう。通常単一の種
類の物質をいうが、ここでいう化合物には、
次の各号に掲げる物を含む（昭和 年通
達）。
イ 主成分は一定の組成を有しているが、

その主成分を製造する際に混入した不純物、
副生物等が混在しているもの
ロ 高分子化合物のごとく、単量体 モ

ノマー：一般に ～ 個程度の低分子。
逆に一般に数千個以上の原子から成る高分
子をポリマーという は一定の組成を有し
ているが、厳密な意味では化学構造が完全
な同一性を有するとは限らないもの
ハ 一部の染料、コールタール状物質等

のように、製造行為の結果、複数の化合物

空気や水などの混合物の対義語で、窒素、
酸素等の純粋な物質を指す。単体と化合物
が含まれる。
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の集合体となり、個々の化学物質の同定が
困難だが、全体として均一な性状を有し、
個々の化学物質の分離精製を行わないもの
要するに、中心となる化合物に一定の組

成やパターンはあるが、単純なつくりでは
なく、複合的に混淆していて、一定の不安
定性を伴うものと言えよう。
また、次の各号に掲げる物は、化合物と

して取り扱われない。
イ 合金
ロ 固有の使用形状を有するもの 合成

樹脂製の什器、板、管、捧、フイルム等
及び混合物のうち、混合によってのみ製品
となり、原則として最終用途に供される物
（例‥顔料入り合成樹脂塗料、印刷用イン
キ、写真感光用乳剤）
要するに、用途に従って使用される限り

安定し、特に危険をもたらすおそれのない
製品と解される。
なお、新規化学物質の製造・輸入業者に

その有害性調査を求める法第 条の に
いう新規化学物質とは、施行令第 条の
が定める 種の化学物質（元素、天然産

出化学物質、放射性物質、昭和 年 月
末までに製造・輸入され、厚労大臣による
公表済みの化学物質）と同条第 項による
公表済みの化学物質以外の化学物質であり、
これには、製造中間体（製造工程中に生成
し、その後同一事業場内で他の化学物質に
変化していく化学物質 、副生成物（製造
工程で意図せずに生成してしまった化学物
質）、廃棄物も含まれる。
このうち天然産出化学物質とは、鉱石、

原油等、天然に存在するままの状態の化学
物質であり、動植物から得られる一次産品
等も含まれる（昭和 年通達）。

同じく放射性物質とは、電離放射線障害
防止規則第 条第 項の放射線物質を意味
し（昭和 年通達）、基本的には放射線
を発する物質を意味する。
分子間化合物（異なる分子の結合により

できる化合物）、包接化合物（分子間化合
物の一種であり、一方の分子にできた空間
に他方の分子が包摂されてできる）等のよ
うに、 以上の化学物質が集合して単一の
化学構造を持つ化学物質であって、その構
成物がいずれも既存化学物質である場合、
既存化学物質とみなされる（昭和 年通
達）。
構成単位となる重合物（複数の分子の結

合により新たな化合物となる反応で生じた
物）が全て既存化学物質であるブロック重
合物（ 種類以上のモノマー（一般に ～

個程度の低分子。逆に一般に数千個以
上の原子から成る高分子をポリマーとい
う）を用いた重合物）及びグラフト重合物
（ 本の高分子を幹にして，他の種類の高
分子の枝をつけた重合体）も既存の化学物
質とみなされる（昭和 年通達）。

＜作業環境測定（第 号）について＞
「作業環境の実態をは握するため空気環

境その他の作業環境について行うデザイン、
サンプリング及び分析（解析を含む。）」
とされている。つまり、背景依存性があっ
て、絶対的方法が存在しない中で、一定の
目的をもって模索される系統だった一連の
行為を意味する。
昭和 年通達（昭和 年 月 日基

発第 号）によれば、「作業環境測定は、
作業環境の現状を認識し、作業環境を改善
する端緒となるとともに、作業環境の改善
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のために採られた措置の効果を確認する機
能を有するものであつて、労働者の健康管
理の基礎的な要素である。そのため、従来
より、労働安全衛生法・・・において、一
定の有害作業場について定期に作業環境を
測定し、その結果を記録する義務が事業者
に課せられてきた」。
デザインとは、測定対象作業場の諸条件

（生産工程、作業方法、発散有害物の性状
等）に即した測定計画（サンプリングの箇
所、時間、回数、試料分析方法や分析機器
等を含む）の立案である（昭和 年通
達）。
サンプリングとは、試料の捕集と適宜行

う分析のための前処理を意味する（昭和
年通達）。
分析とは、捕集した試料に種々の理化学

的操作を加えて測定対象を分離、定量又は
解析することをいい、解析とは、温度計な
どの物理的測定機器により物象の状態を分
析することをいう（昭和 年通達）。

沿革
制度史

第 条の定めで最も争われ易いのは、労
働者及び事業者の定義なので、この点に絞
って述べる。

）労働者について
日本の安全衛生法制の主な保護対象は、

工場法時代から労働者だった。工場法制定
以前は、製造所取締規則、汽罐、汽罐に関
する取締規則、煙火、燐寸及び魚獣化製造
に関する取締規則等により、各地方庁ごと
に取り締まられて来た。主な名宛人は危険
有害物の製造者、設置者等であり、むしろ
労働者保護の視点が欠けていた。爆発物貯

庫規定、電気事業法、瓦斯事業法などの安
全法もあったが、労働者保護がメインでは
なかった。
工場法が制定され、主な保護対象が職工

（オーストリアでいう ）と定
められた。岡実氏によれば、制定当時の諸
外国の立法例でも確たる定義はなく、行政
上の必要に応じて設けられた多義的な概念
だった。当時の法令で用いられていた職
工・人夫・傭人は全て、下級の労働者に法
定の場合に一定の扶助をなすことを目的と
した点で似たような意味であり、岡氏は以
下のように推論している。
「職工とは主として工場内にあって工場

の目的とする作業の本体である業務につき
労役に従事するもの及び直接にその業務を
助成するため労役に従事するものを言う。
すなわち、工場の主たる作業はもちろんこ
れに関係ある作業、たとえば場内運搬、工
場設備の手入れ修復等の労役に従事する者
を包含する（＊三柴が表現を現代用に修正
した）」。
より詳細に言えば、
①労役に従事する者
主に身体的労働者であって、通常、技師、

事務員等は含まない。
②工場の目的とする作業の本体である業

務に従事する
工場の目的とする作業とは、製造業での

製造作業のように工場経営の目的である事
業を指し、作業の本体である業務とは、機
械製造工場での鋳造・仕上・組立のように、
場内運搬、機械の手入れ等の補助作業の対
義語を指す。
③工場の目的とする作業を直接助成する
工場の目的とする作業に密接な関係があ
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に関する取締規則等により、各地方庁ごと
に取り締まられて来た。主な名宛人は危険
有害物の製造者、設置者等であり、むしろ
労働者保護の視点が欠けていた。爆発物貯

庫規定、電気事業法、瓦斯事業法などの安
全法もあったが、労働者保護がメインでは
なかった。
工場法が制定され、主な保護対象が職工

（オーストリアでいう ）と定
められた。岡実氏によれば、制定当時の諸
外国の立法例でも確たる定義はなく、行政
上の必要に応じて設けられた多義的な概念
だった。当時の法令で用いられていた職
工・人夫・傭人は全て、下級の労働者に法
定の場合に一定の扶助をなすことを目的と
した点で似たような意味であり、岡氏は以
下のように推論している。
「職工とは主として工場内にあって工場

の目的とする作業の本体である業務につき
労役に従事するもの及び直接にその業務を
助成するため労役に従事するものを言う。
すなわち、工場の主たる作業はもちろんこ
れに関係ある作業、たとえば場内運搬、工
場設備の手入れ修復等の労役に従事する者
を包含する（＊三柴が表現を現代用に修正
した）」。
より詳細に言えば、
①労役に従事する者
主に身体的労働者であって、通常、技師、

事務員等は含まない。
②工場の目的とする作業の本体である業

務に従事する
工場の目的とする作業とは、製造業での

製造作業のように工場経営の目的である事
業を指し、作業の本体である業務とは、機
械製造工場での鋳造・仕上・組立のように、
場内運搬、機械の手入れ等の補助作業の対
義語を指す。
③工場の目的とする作業を直接助成する
工場の目的とする作業に密接な関係があ
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る作業であって、工場の場内運搬、機械の
掃除、手入れ、修繕、注油等を意味し、も
っぱら作業場（包囲された場所でなくても
良い）外で原・燃料等の運搬に当たるもの
等は含まれない。
④工場内で労働する
工場法は、主に場内労役者の保護を精神

としており、いわゆる戸外労働者の保護は
以後の立法に委ねた経緯から、たとえば電
線路の保守のみに従事する外部の電力会社
等は職工に含まれない。
⑤雇傭関係の存在にこだわらない
例えば、請負人が雇傭した労働者又は業

者から労務供給された労働者が、請負人や
業者から賃金その他の世話を受けつつ工場
内で工業主の仕事に従事する場合にも、そ
の工業主の職工に当たる 。
このように、工場法の主な保護対象であ

る職工は、概ね、工場という場所内で、工
業主の事業に組み込まれ、身体的な作業に
従事し、立場的に下級に置かれ、経営者・
上司の指示に従わざるを得ない存在だった
と言えよう。
工場法の主な目的は、女性や年少者等の

保護職工及び職工の長時間労働の制限と安
全衛生（特に機械安全と危険有害物対策）
であり、行政による高権的な監督取締法規
としての性格が強かった。よって、当時の
時代状況から、労働者や事業者について、
労基法上の他の労働条件（賃金等）と異な
る解釈を行う必要には乏しかっただろうが、

岡実『工場法論［増補改訂］』（有斐閣、
年（昭和 年）［大正 年版復刻］）

～ 頁。

設定された適用範囲が狭かったので、元請
等のリスク創出者 に対して、あるいは、
法が想定しないリスクの規制に際しては、
行政の裁量や司法判断によって拡大解釈す
る必要があり、現にある程度は可能だった
と察せられる。
旧労基法時代は、旧安衛則は旧労基法に

紐づいていたので、当然に、同法第 条の
労働者が基本的な保護対象だった。しかし、
その当時から、物的措置を義務付けたり、
環境衛生を図るような規定もあり、明記し
ていなくても、保護対象は労働者に限られ
なかったと解される。当時、注文者、発注
者、元方事業者等の規制はなかったが、製
造者等を想定した製造流通規制は存在した
ので、たとえ一義的ではなくても、実質的
には保護対象に主な名宛人である使用者の
労働者以外も含んでいたと解され得る。
旧労働災害防止団体法（昭和 年法律

第 号、現行安衛法（昭和 年 月
日法律第 号）により大きく改正され
た）でも、当初、第 条第 号で、労基法
第 条所定の労働者と定義が同じとされて
いた。もっとも、同法こそ、まさに元方事
業主、注文者宛の規制を設けた先駆けだっ
たので、保護対象は社外工や注文先等の労
働者に拡張されていた。確かに、同法は、
一義的には労基法上の労働者を保護するた
めの補助策を定めたに過ぎないのだろうが、
労働者の安全衛生も、労働者対象の措置の
みで図れないことは示していたと解される。

本稿でいうリスク創出者には、リスク情
報とそれに基づく管理権を持つ者も含む。
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）事業者について
事業者概念が設けられたのは現行安衛法

が初めてである。
先述した通り、工場法制定以前は、機械、

危険有害物等に関わる物的な危険防止措置
がメインで、労働者保護の視点が欠けてい
た。
明治 年に制定された工場法は、工業

主を基本的な名宛人として、主に女性と年
少者から成る保護職工の危険有害業務への
就業制限を図りつつ（第 条、第 条に
顕著）、第 条で、一般職工の安全にも貢
献する設備の改善等の措置を規定した。た
だし、具体的な措置は行政官庁の命令に委
任し、同条のみで工業主に直接的な義務が
生じるわけではなかった 。
工場危害予防及衛生規則など工場法に紐

づく規則も工業主を主な名宛人としていた
が、現在の安衛法のように、事業者という
概念を設定し、両罰規定を設けて（ただし、
両罰規定が設けられたのは、労基法制定時
点（第 条）だった）、半無過失責任を
負わせてはおらず、工場災害の責任所在の
画定は困難と解されていた 。
旧安衛則も旧労基法に紐づけられていた

ので、基本的な名宛人は使用者だった。し
かし、安全衛生は賃金等の労働条件とは異
なり、使用者の意味内容を広く理解して、
元請の現場作業主任もそれに該当するとし

鈴木隆治『危害予防規則の施行解説』
（紡績雑誌社、 年（昭和 年））
頁。
鈴木前掲書（ 年（昭和 年））
頁。

て刑事罰を科したケースもある（河村産業
所事件（鍋田農協倉庫倒壊事件）名古屋高
判昭和 年 月 日判例時報 号
頁（上告後、最 小判昭和 年 月 日
で棄却））。また、その当時から、規則の
名宛人は、使用者のほか、労働者、汽罐や
起重機の取扱い資格者、行政（労働基準局
長、監督署長等）、国の指定を受けようと
する検査機関等多様だった。現行法規則に
比べ、名宛人が書かれていないものも多か
った。

運用
適用の実際

本条については、やはり労働者や事業者
の定義が、監督取締上の課題と認識される
ことが多い。
すなわち、「労働者」の場合、使用者と

の指揮命令関係や報酬の労務対償性が求め
られ、事業者の場合、やはり労働者を使用
している（：労働者との指揮命令関係があ
る）必要がある。
しかし、実際には、重層的請負関係下で

請負関係上位者が下請業者の労働者らに作
業指示を行っており、実質的には労務供給
関係＝偽装請負関係にありながら、雇用関
係を前提とする安衛法の適用等を免れよう
とするケースが後を絶たない。
そこで、監督行政実務では、労働者派遣

法第 条のみなし規定の活用により、そ
うした請負関係上位者を立件することがあ
る。同条第 項は、労働者派遣の場合、安
衛法第 条から第 条の適用については、
派遣先を労働者の使用者、派遣労働者を派
遣先に使用される労働者とみなす旨の定め
を置いている。そこで、請負関係上位者を
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係を前提とする安衛法の適用等を免れよう
とするケースが後を絶たない。
そこで、監督行政実務では、労働者派遣

法第 条のみなし規定の活用により、そ
うした請負関係上位者を立件することがあ
る。同条第 項は、労働者派遣の場合、安
衛法第 条から第 条の適用については、
派遣先を労働者の使用者、派遣労働者を派
遣先に使用される労働者とみなす旨の定め
を置いている。そこで、請負関係上位者を
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派遣先、下請の労働者を派遣労働者と見立
て、安衛法第 条等の措置義務を怠った
として、当該上位者を立件するということ
である（令和２年度本研究プロジェクトに
よる行政官・元行政官向け法令運用実態調
査（三柴丈典担当））。

関係判例
）刑事事件
（ ）偽装請負的な関係にあった一人親方
が注文者（一次下請）の現場責任者の危険
防止措置の不備（歩み板、防網）によりス
レート工事中の屋根から落下して死亡した
災害の後、注文者（一次下請）である被告
会社が、現場責任者の安衛法第 条第
項（安衛則第 条 ）違反、第 条に
かかる両罰規定（第 条）により罰金刑
を受けたところ、被告会社より、被災者は
安衛法上の労働者ではないと主張されたが、
退けられた例（東京高判昭和 年 月
日判例タイムズ 号 頁（原審：佐
倉簡判昭和 年 月 日）

【事実の概要】
被告会社が、訴外 社が訴外 から請

け負った倉庫の建築工事のうち屋根等のス
レート工事（粘土板岩の薄板を使用した屋

スレート等でふかれた屋根の上で作業を
行なう場合で、踏み抜き（ここでは、スレ
ートが割れる等して落下することを意味す
る）により労働者に危険を及ぼすおそれの
あるときは、幅 以上の歩み板を設け、
防網を張る等の危険防止措置を講じるよう
事業者に義務づけた定め。

根材の取り付け工事。本件工事）を下請け
し、 を現場責任者として、当該工事と被
災者 らの指揮監督に当たらせていた。
が、被告会社の支店で ら 名に本件工
事の作業を依頼し、作業の内容、使用する
資材、規格、数量、作業時のヘルメットと
命綱の装着につき具体的に指示し、なおか
つ自ら調達した資材を提供して作業させて
いたが、踏み板・歩み板（高所に板を渡し
て作業員が歩けるようにした物）、防網の
使用はしなかったところ、高さ約 の
屋根で作業中だった が転落して死亡した。
なお、 の遺族は、本件災害につき元請

の訴外 が加入していた労災保険の適用を
受けるため、事実に反し、同社の賃金台帳
や出勤簿等を作成（いわば偽造）して管轄
労基署に提出した。
以上の経過を受け、管轄労基署は、現場

責任者 に対して、安衛法第 条第 項
（安衛則第 条）違反に基づき是正勧告
書及び使用停止命令書を交付すると共に、
第 条にかかる両罰規定により、被告会
社を送検したが、被告会社は、被災者は独
立した請負人であって、安衛法上の労働者
ではないと主張した。

［図：スレート］
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（街の屋根やさん・千葉の サイト
（

最終閲覧日： 年 月 日））

【判旨～被告会社による控訴棄却（有罪）
～】
安衛法第 条第 号が定める労働者は、

労基法第 条が定める労働者と同義であり、
結局、①事業（＊当時は第 条に列挙され
ていたが、その後同条が削除され、全ての
事業が対象となった（三柴注））に使用さ
れ、②賃金を支払われる者を意味する。
①について
①は、（イ）身分上の雇用関係と、

（ロ）指揮監督関係に分けられ、（イ）は、

請負、委任等の契約形式に囚われずに判断
され、（ロ）は、具体的な業務遂行過程に
おける指揮監督の実態に即して判断される。
②も同様に、たとえ出来高払いの金員でも、
その実態から労務対償性があれば賃金とみ
られる。殊に本件では、安全措置義務の負
担が争点なので、報酬に当該安全措置の必
要経費が含まれるかを実態に即して観察す
る必要がある（＊含まれない場合＝外形上
の注文者が安全措置を負担する場合、労働
者性が高まる（三柴注））。
（イ）について
被災者 ら 名は、被告会社と明確な

雇用契約等を締結していなかったので、他
の職場でも働けたが、本件当時まで継続し
て被告会社の作業現場のみで働き、その班
長（親方）となって他 名を抱える一方、
被告会社は、その名前入りの作業着を無償
支給し、支店に職員名簿を備えて らを登
載し、 を永年勤続表彰する、 が中心に
なって被告会社の現場職員から成る親睦会
を組織するなど、長い間、被告会社専属の
スレート工として遇されてきた。
（ロ）について
被告会社は、逐一契約書の取り交わしは

せず、作業現場ごとに使用する資材の品名、
寸法、数量、単価、工賃等を記載した予算
書を自ら作成したうえ自ら資材を調達して
提供し、これに基づいて作業するよう一括
指示していたので、 らに仕事の裁量など
は全くなく、単に労務を提供するに過ぎな
かった。
タイムカード管理こそ受けなかったが、

毎朝被告会社の支店に出向き、作業の進め
方、機械の使用方法、危険防止措置等につ
いて具体的指示を受け、元請が危険防止措
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（街の屋根やさん・千葉の サイト
（

最終閲覧日： 年 月 日））

【判旨～被告会社による控訴棄却（有罪）
～】
安衛法第 条第 号が定める労働者は、

労基法第 条が定める労働者と同義であり、
結局、①事業（＊当時は第 条に列挙され
ていたが、その後同条が削除され、全ての
事業が対象となった（三柴注））に使用さ
れ、②賃金を支払われる者を意味する。
①について
①は、（イ）身分上の雇用関係と、

（ロ）指揮監督関係に分けられ、（イ）は、

請負、委任等の契約形式に囚われずに判断
され、（ロ）は、具体的な業務遂行過程に
おける指揮監督の実態に即して判断される。
②も同様に、たとえ出来高払いの金員でも、
その実態から労務対償性があれば賃金とみ
られる。殊に本件では、安全措置義務の負
担が争点なので、報酬に当該安全措置の必
要経費が含まれるかを実態に即して観察す
る必要がある（＊含まれない場合＝外形上
の注文者が安全措置を負担する場合、労働
者性が高まる（三柴注））。
（イ）について
被災者 ら 名は、被告会社と明確な

雇用契約等を締結していなかったので、他
の職場でも働けたが、本件当時まで継続し
て被告会社の作業現場のみで働き、その班
長（親方）となって他 名を抱える一方、
被告会社は、その名前入りの作業着を無償
支給し、支店に職員名簿を備えて らを登
載し、 を永年勤続表彰する、 が中心に
なって被告会社の現場職員から成る親睦会
を組織するなど、長い間、被告会社専属の
スレート工として遇されてきた。
（ロ）について
被告会社は、逐一契約書の取り交わしは

せず、作業現場ごとに使用する資材の品名、
寸法、数量、単価、工賃等を記載した予算
書を自ら作成したうえ自ら資材を調達して
提供し、これに基づいて作業するよう一括
指示していたので、 らに仕事の裁量など
は全くなく、単に労務を提供するに過ぎな
かった。
タイムカード管理こそ受けなかったが、

毎朝被告会社の支店に出向き、作業の進め
方、機械の使用方法、危険防止措置等につ
いて具体的指示を受け、元請が危険防止措
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置を講じない場合、引き上げるよう指示さ
れ、被告会社主催の講習を受講していた。
すなわち、事業計画、危険負担の双方で

独立性は認められない。
②について
被告会社の仕事では、毎月末、作業終了

後に職人の班長が班員全体の出来高分、常
雇分（最低報酬を保障するための補填）に
交通費を含めて計算した工賃を請求し、被
告会社がチェックし、諸経費を控除して班
長に支払い、班長から班員に配分する習わ
しだったが、 らの請求する工賃に危険防
止費用は含まれていなかった。ただし、被
告会社の一般従業員とは支払方法が異なり、
賞与・退職金がなく、公租公課は らが負
担し、労災保険等の社会保険にも加入して
いなかった。すなわち、支払われていた工
賃には実質的に労務対償性があった。
以上のような事実関係下では、 と被告

会社の間には使用従属関係の実態が存した
といえ、 を安衛法上の労働者と認めるの
が相当である。

【判決から汲み取り得る示唆】
・建設現場では、伝統的に偽装請負が横

行しており、特に死亡災害のような重大災
害では、刑事司法でも、形式より実質をみ
て労働者性を判断することがある。
・判断要素として、資材調達の主体のほ

か、安全衛生担保の主体も考慮される。

（ ）法第 条の「事業者」を、労働者を
直接支配下に置いて指揮命令する雇用主と
しつつ、実際の判断では労働者の自身の道
具や会計で事業を営むことを含め、「安全
を確保すべき立場」にあったことを重視し

た例（福岡高判昭和 年 月 日判例時
報 号 頁（原審：熊本簡判昭和
年 月 日））

【事実の概要】
被告会社は、熊本市が発注した下水道工

事（本件工事）の元請（元方事業者でもあ
る） から工事の約半分（川尻地区と八幡
地区の一定範囲）を受注した。被告会社は
従業員数 名、 は 名の中小規模の企
業で、 の方が被告会社より小規模だった
が、この注文は、 が工事を落札したため、
が若干のマージンを取って、被告会社と

仕事をシェアする趣旨で行われた。
本件下水道工事全般に、水道管を埋設す

るために車両系建設機械を使用して地山を
掘削するため、土止め支保工の組立の必要
があった。よって、各作業につき、安衛法
上、技能講習を修了した作業主任者（本件
では、地山掘削作業主任者及び土止め支保
工作業主任者）の選任配置及び同人による
指揮監督が必要だった。
被告会社は、川尻地区には、有資格者

を現場監督に充て、元請 の有資格者
から現場図面を受け取り、作業に従事させ
たが、八幡地区には、土木管理技師及び重
機運転資格を持ち、現にこの種の工事の施
工経験及び重機運転の経験を持つが、作業
主任者資格を持たない を現場監督に充て、
も同地区の施工は同人に一切を委ねた。
が八幡地区で重機運転手不在のまま自

ら重機運転及び工事指揮をし、アルバイト
の に土止め支保工の組立作業を行わせ
ていたところ、土砂崩壊により同人が死亡
する労災が発生した。
この経過を受け、国は、被告会社とその
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取締役で安全管理を含む経営全般を統括し
ていた被告人 を安衛法第 条違反で起
訴し、原審も有罪と認めたが、被告人らは、
本件で同条の名宛人の事業者に当たるのは
元請 だと主張し、控訴した。

【判旨～被告会社による控訴棄却（有罪）
～】
被告人らは、安衛法第 条の「事業

者」は、同法の立法趣旨から、労働安全の
確保の見地で作業主任者選任義務を課す対
象を解釈すべきで、元請―下請労働者間に
直接の雇用関係がなくても、実質的な指揮
監督関係があり、元請が労働安全を確保す
べき立場あるような場合、当該元請が事業
者となるべきで、本件では が該当する
旨を述べる。
しかし、同法第 条は、「労働法上の

事業者の安全配慮義務を定めた規定であり、
労働者を直接その支配下に置いてこれを指
揮監督する法律関係が認められる場合にお
いて、法定の危険業務に従事させるときは、
その雇用主である『事業者』に各作業主任
者選任義務を負わせているものである」
（＊下線は筆者が添付した）。
これを本件についてみると、【事実の概

要】所掲の経緯から、被告会社は、元請
とは独立した作業現場で、下請会社として
本件工事を遂行したのであって、「雇用す
る労働者の安全を確保すべき立場にあった
『事業者』に該当することは否定できな
い」。なお、本件工事では、人員、材料、
機械工具等一切が被告会社のもので、工事
費用も出来高計算で、独立採算制による下
請だったことがうかがわれる。

【判決から汲み取り得る示唆】
・安衛法全体ないし第 条ではなく、法

第 条との関係で「事業者」の定義を考
えている。逆に言えば、本法の第 条以
外の条規では、事業者をより広く解釈でき
る可能性を残したとも解し得る。
・一般論では直接的な雇用関係の存在を

前提にするような趣旨を述べつつ、本件に
即した具体的判断では、事業者としての独
立性（特に自ら労働者を指揮監督していた
か）、仕事遂行上の自律性を主な論拠とし
て、被災者の直接的な雇用主であった被告
会社が、その「安全を確保すべき立場」に
あったことを重視している。
すなわち、雇用関係以外に、安全に関す

る情報や管理権限の有無等を考慮している。
結局、本法上の「事業者」は、被告人らが
主張したように、本条内外で目的論的に広
く解釈できる可能性が示されたとも解し得
る。

）民事事件
・特に見当たらなかった。

第 条

条文
（事業者等の責務）

第三条 事業者は、単にこの法律で定め
る労働災害の防止のための最低基準を
守るだけでなく、快適な職場環境の実
現と労働条件の改善を通じて職場にお
ける労働者の安全と健康を確保するよ
うにしなければならない。また、事業
者は、国が実施する労働災害の防止に
関する施策に協力するようにしなけれ
ばならない。
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取締役で安全管理を含む経営全般を統括し
ていた被告人 を安衛法第 条違反で起
訴し、原審も有罪と認めたが、被告人らは、
本件で同条の名宛人の事業者に当たるのは
元請 だと主張し、控訴した。

【判旨～被告会社による控訴棄却（有罪）
～】
被告人らは、安衛法第 条の「事業

者」は、同法の立法趣旨から、労働安全の
確保の見地で作業主任者選任義務を課す対
象を解釈すべきで、元請―下請労働者間に
直接の雇用関係がなくても、実質的な指揮
監督関係があり、元請が労働安全を確保す
べき立場あるような場合、当該元請が事業
者となるべきで、本件では が該当する
旨を述べる。
しかし、同法第 条は、「労働法上の

事業者の安全配慮義務を定めた規定であり、
労働者を直接その支配下に置いてこれを指
揮監督する法律関係が認められる場合にお
いて、法定の危険業務に従事させるときは、
その雇用主である『事業者』に各作業主任
者選任義務を負わせているものである」
（＊下線は筆者が添付した）。
これを本件についてみると、【事実の概

要】所掲の経緯から、被告会社は、元請
とは独立した作業現場で、下請会社として
本件工事を遂行したのであって、「雇用す
る労働者の安全を確保すべき立場にあった
『事業者』に該当することは否定できな
い」。なお、本件工事では、人員、材料、
機械工具等一切が被告会社のもので、工事
費用も出来高計算で、独立採算制による下
請だったことがうかがわれる。

【判決から汲み取り得る示唆】
・安衛法全体ないし第 条ではなく、法

第 条との関係で「事業者」の定義を考
えている。逆に言えば、本法の第 条以
外の条規では、事業者をより広く解釈でき
る可能性を残したとも解し得る。
・一般論では直接的な雇用関係の存在を

前提にするような趣旨を述べつつ、本件に
即した具体的判断では、事業者としての独
立性（特に自ら労働者を指揮監督していた
か）、仕事遂行上の自律性を主な論拠とし
て、被災者の直接的な雇用主であった被告
会社が、その「安全を確保すべき立場」に
あったことを重視している。
すなわち、雇用関係以外に、安全に関す

る情報や管理権限の有無等を考慮している。
結局、本法上の「事業者」は、被告人らが
主張したように、本条内外で目的論的に広
く解釈できる可能性が示されたとも解し得
る。

）民事事件
・特に見当たらなかった。

第 条

条文
（事業者等の責務）

第三条 事業者は、単にこの法律で定め
る労働災害の防止のための最低基準を
守るだけでなく、快適な職場環境の実
現と労働条件の改善を通じて職場にお
ける労働者の安全と健康を確保するよ
うにしなければならない。また、事業
者は、国が実施する労働災害の防止に
関する施策に協力するようにしなけれ
ばならない。
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２ 機械、器具その他の設備を設計し、
製造し、若しくは輸入する者、原材料
を製造し、若しくは輸入する者又は建
設物を建設し、若しくは設計する者
は、これらの物の設計、製造、輸入又
は建設に際して、これらの物が使用さ
れることによる労働災害の発生の防止
に資するように努めなければならな
い。

３ 建設工事の注文者等仕事を他人に請
け負わせる者は、施工方法、工期等に
ついて、安全で衛生的な作業の遂行を
そこなうおそれのある条件を附さない
ように配慮しなければならない。

趣旨と内容
趣旨

本条と次条は、労災防止のためには、事
業者のみならず、関係者による総合的で本
質的な対策が必要との認識から設けられた。
本条は、第 項で、それが労災防止にも結
び付くという考えから、事業者に対して、
快適な職場環境形成と一般的な労働条件の
改善という高い目標を設定すると共に、国
の施策への協力を求め、第 項と第 項で、
機械安全、化学物質管理、建設安全を図る
ため、リスク創出者（リスク情報とそれに
基づく管理権を持つ者も含む）である機械
や原材料の製造・輸入者、建設物の設計・
注文者に労災防止への配慮を求めた。
本法の解説書によれば、本法の規定は、
①基本的に罰則で裏付けられた最低基準

規定（危害防止措置、安全衛生管理体制、
安全衛生教育、健診等）、
②事業者宛の具体的な努力義務規定（産

業医選任義務のない事業場での健康管理等

（第 条の ）、能力向上教育（第 条
の ）、第 条等が定める基本的な危害
防止措置や有害性調査の結果発がん性リス
クが窺われる等の特定の化学物質の製造・
取扱いに際しての健康障害防止措置 の履
行支援のための技術指針（第 条）、リ
スクアセスメント（第 条の ）、作業
管理（第 条の ）、健診結果を踏まえ
た保健指導等（第 条の ）、健康の保
持増進措置（第 条～第 条）、快適職
場形成（第 条の ～第 条の ）等）
③事業者等に宛てた一般的な責務規定

（第 条所定の本法の目的を達するために
必要となる広範かつ本質的な方策を包括的
に示し、①②の根拠となりつつそれらを包
括する）
の 種に分かれ、本規定は③に該当する
。

内容
本条第 項は、第 条と共に、本法の目

的が快適職場環境の形成という高い水準に
あることを示すと共に、一般的な労働条件
の改善と共に、その達成が一義的には事業

第 条は、有害性調査及びそれに基づ
く行政からの勧告の対象となる新規化学物
質や強い有害性がうかがわれ、行政による
指示の対象となる物質による健康障害の防
止措置を指針で定めるとしている。これは、
平成 年法改正で設けられたラベル貼付
対象物質の義務的リスクアセスメント制度
（第 条の ）とは別個の制度である。
労働調査会前掲編著（ 年（平成

年）） 頁。
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者に求められることを示している。
ここで快適な職場環境とは、労働者の疲

労やストレスが少なく働き易い職場を示す。
具体的には、作業環境や作業自体の快適化、
利用する設備の改善等も意味し、これが健
康確保と共にヒューマンエラーによる事故
や災害の防止に繋がると解され、平成 年
法改正で新設された第 章の に、その実
効策が設けられた 。
また、ここで一般的な労働条件の改善が

求められている趣旨は、まさに本法第 条
や改正後の労基法第 条等により、本法
が労基法の姉妹法とされたことの現れであ
り、「賃金、労働時間、休日などの一般的
労働条件の状態は、労働災害の発生に密接
な関連を有すること（都道府県労働基準局
長あて労働事務次官通達「労働安全衛生法
の施行について」昭和 年 月 日発基
第 号）」を指している。すなわち、低
賃金から、未熟練者が危険業務に従事せざ
るを得なくなる場合や、長時間労働による
集中力の低下によるつまづきや転倒などが
想定されている 。
第 項は、機械安全、化学安全、建設安

全を図るため、リスク創出者である機械器
具等の設備、原材料の製造・輸入者（と前
者の場合設計者）、建設物の設計・建設者
に労災防止への配慮を求めた。
機械安全では、予め安全装置を組み込む

こと、化学物質管理では、工場での十分な

労働調査会前掲編著（ 年（平成
年）） 頁。
労働調査会前掲編著（ 年（平成

年）） 頁。

作業空間の確保や換気設備の設置等、建設
安全では、建設工事上危険を生じる場合に
は所要の情報を提供して注意を促すこと、
安全に建設できるような設計をすること等
を意味する。建設物の建設者とは、その発
注者 を指す（昭和 年 月 日基発第

号）。本条の趣旨を体現する最低基準
規制は、第 章（機械等並びに危険物及び
有害物に関する規制）に置かれている 。
第 項は、建設工事等（第 項の建設物

の建設・設計者と異なり、建設工事以外も
含まれる）の請負契約の注文者（同じく発
注者に限られない）に契約内容の適正化の
配慮を求めるもので、具体的には、①充分
な工期の設定、②安全確保のための経費の
支払い、③施行条件が変化した場合の①②
の確保、④複数の工区ごとの分割発注の際
の工区間の連絡調整等が該当する 。
本条は訓示的な規定なので、監督指導に

おいて「違反条文」として明示的に参照さ
れることはないが、本法に通底する理念を

注文者のうち、その仕事を他の者から請
け負わないで注文している者（法第 条
第 項）。法第 条の からも明らかなよ
うに、自ら仕事の一部を行うか否かは問わ
れないが、請負業者でないこと（いわばお
客様）を前提にしているので、自身で仕事
を行わないことが多い。自身で仕事を行う
場合、元方事業者に該当し得る（畠中信夫
氏のご教示による）。
労働調査会前掲編著（ 年（平成

年）） 頁。
労働調査会前掲編著（ 年（平成

年）） 頁。
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者に求められることを示している。
ここで快適な職場環境とは、労働者の疲

労やストレスが少なく働き易い職場を示す。
具体的には、作業環境や作業自体の快適化、
利用する設備の改善等も意味し、これが健
康確保と共にヒューマンエラーによる事故
や災害の防止に繋がると解され、平成 年
法改正で新設された第 章の に、その実
効策が設けられた 。
また、ここで一般的な労働条件の改善が

求められている趣旨は、まさに本法第 条
や改正後の労基法第 条等により、本法
が労基法の姉妹法とされたことの現れであ
り、「賃金、労働時間、休日などの一般的
労働条件の状態は、労働災害の発生に密接
な関連を有すること（都道府県労働基準局
長あて労働事務次官通達「労働安全衛生法
の施行について」昭和 年 月 日発基
第 号）」を指している。すなわち、低
賃金から、未熟練者が危険業務に従事せざ
るを得なくなる場合や、長時間労働による
集中力の低下によるつまづきや転倒などが
想定されている 。
第 項は、機械安全、化学安全、建設安

全を図るため、リスク創出者である機械器
具等の設備、原材料の製造・輸入者（と前
者の場合設計者）、建設物の設計・建設者
に労災防止への配慮を求めた。
機械安全では、予め安全装置を組み込む

こと、化学物質管理では、工場での十分な

労働調査会前掲編著（ 年（平成
年）） 頁。
労働調査会前掲編著（ 年（平成

年）） 頁。

作業空間の確保や換気設備の設置等、建設
安全では、建設工事上危険を生じる場合に
は所要の情報を提供して注意を促すこと、
安全に建設できるような設計をすること等
を意味する。建設物の建設者とは、その発
注者 を指す（昭和 年 月 日基発第

号）。本条の趣旨を体現する最低基準
規制は、第 章（機械等並びに危険物及び
有害物に関する規制）に置かれている 。
第 項は、建設工事等（第 項の建設物

の建設・設計者と異なり、建設工事以外も
含まれる）の請負契約の注文者（同じく発
注者に限られない）に契約内容の適正化の
配慮を求めるもので、具体的には、①充分
な工期の設定、②安全確保のための経費の
支払い、③施行条件が変化した場合の①②
の確保、④複数の工区ごとの分割発注の際
の工区間の連絡調整等が該当する 。
本条は訓示的な規定なので、監督指導に

おいて「違反条文」として明示的に参照さ
れることはないが、本法に通底する理念を

注文者のうち、その仕事を他の者から請
け負わないで注文している者（法第 条
第 項）。法第 条の からも明らかなよ
うに、自ら仕事の一部を行うか否かは問わ
れないが、請負業者でないこと（いわばお
客様）を前提にしているので、自身で仕事
を行わないことが多い。自身で仕事を行う
場合、元方事業者に該当し得る（畠中信夫
氏のご教示による）。
労働調査会前掲編著（ 年（平成

年）） 頁。
労働調査会前掲編著（ 年（平成

年）） 頁。
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示しており 、本条の趣旨を具体化した例
として石綿障害予防規則第 条が挙げられ
る。同条は、建築物、工作物等の解体等を
行う仕事の注文者に、石綿等の使用の有無
の調査、作業方法、費用や工期等について、
法令遵守を妨げる条件を付さないよう配慮
を求めている（ただし、配慮義務規定であ
り、仮に法律本法に根拠を求める場合にも
罰則はない）。また、機械の包括的な安全
基準に関する指針（平成 年 月 日付
基発第 号）の起案の基礎ともさ
れた。同指針は、機械等の製造・輸入・流
通業者が設計、製造段階で講じるべき措置
と、事業者が労働者に使用させる際に講じ
るべきリスク調査等の措置について定めて
おり、前者は本条第 項に関わること、後
者は第 条の に関わることも示唆して
いる。

制度史
（略）

運用
適用の実際

前述の通り、本条は訓示的な規定なので、
監督指導において「違反条文」として明示
的に参照されることはあまりないが 、例
えば、厚生労働省の労働災害統計で起因物
分類を見ると、第 章第 節が主な対象と
していない食品加工機械、一般動力機械に
よる指の切断、骨折等の災害が一定数ある
ことからも、製造者への働きかけの重要性

森山誠也監督官の示唆による。
森山誠也監督官の示唆による。

が窺われる。
なお、本条第 項は、建設工事従事者の

安全及び健康の確保の推進に関する法律
（平成 年法律第 号、通称建設職人
基本法）の趣旨を体現する規定でもあるの
で、指導票の発布の根拠等として活用する
可能性はあるとの見解もある 。

関係判例
）刑事事件
・特に見当たらなかった。

）民事事件
自身も仕事の一部を行う注文者（一次請負
人）が管理する造船所内で作業をしていた
下請労働者が、造船中の船舶上（甲板）の
開口部から墜落死した事案につき、当該注
文者は、当該下請（労働者）に当該開口部
を使用させたと認められないので、現行法
第 条の前身である旧労災防止団体法第

条（及びその紐づき省令）の適用はな
いが、当該規定の趣旨に照らし、条理上、
墜落防止措置を講じる民事上の注意義務が
あったとした例（常石造船事件神戸地判昭
和 年 月 日判例時報 号 頁
（確定））

【事実の概要】
元請 社から約 千トンの船体建設工

事を請け負った造船業者である から油
圧パイプのフラッシング工事（配管システ
ムの接続完了後の配管の清掃処理）を請け
負った の従業員であった亡 は、同僚
と共に の の指揮監督下に入り、建

森山誠也監督官の示唆による。
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設中の船体の船上（甲板）で当該工事にか
かる作業中、開口部から深さ約 の船底
に墜落し、頭蓋底骨折により死亡した。す
なわち、甲板中央付近に置いた複数のドラ
ム缶（フラッシングオイル）とそこから約

離れたところに仮置きした貯蔵用タン
クの間を送油するためのビニールパイプを
敷いた後、ポンプを始動したが、送油が不
調なため、亡 が先導して と共に、貯
蔵タンクからドラム缶へ向けて、パイプの
異常の有無を点検しながら移動中、開口部
から船底に墜落し、頭蓋底骨折により死亡
した。
開口部には手すり、囲い、覆い、防網は

なく、看視人も設置されていなかった。
元請 と発注者 は、船舶建設工事中

に随時監督検査等を行い、 は元請 の
指示に従う旨の建造契約を締結しており、
現に元請 から監督員 名が常駐派遣さ
れていた。
そこで、亡 の遺族（ ら）が、 らを

相手方として、不法行為に基づく損害賠償
請求をした。
【判旨～ ら請求認容～】

は、元請 から船体建造等を請け負
い、自己の造船所内で当該工事を自ら行う
と共に注文者として に一部を請け負わ
せ、その労働者に自身の建設物等を使用さ
せているので、 は、災防法第 条第
項（＊現行法第 条第 項に相当）の元
方事業主に当たるが、元請 は、（＊純
粋な丸投げ業者なので、）これに該当しな
い。
また、 は、災防法第 条第 項（＊

現行第 条第 項に相当）の注文者にも
当たる。同条第 項所定の「注文者」が元

請 に限らないことは、同条第 項の
「注文者」が元請に限らないことから明ら
かである。
よって、 には同法第 条第 項（現

行法第 条第 項に相当）に基づく統括
管理義務があるが、同義務から本件甲板上
の開口部に墜落防止措置を講ずべき義務が
生じるとは解しがたい。同法第 条第
項（これを具体化した同法施行規則第
条第 項第 号が、同法条所定の注文者が
関係請負人の労働者に使用させる建築物等
が作業床、物品揚卸口、ピット、坑又は船
舶のハッチであって、高さが 以上で墜
落危険がある場所には、囲い、手すり、覆
おおい等を設けるべきことを規定してい
た）はあるが、 が に本件甲板開口部
を使用させた証拠はないから 、本件でそ
の義務があったとは言えない。
しかし、災防法の元方事業主、建設物等

を使用させる自ら仕事を行う注文者の義務
は、条理上認められる義務を労災発生防止
の見地から積極的に、その違反には災害が
発生しなくても刑事制裁することとして明
文化したものに過ぎず、災防法の右規定の

たしかに、当時の労災防止団体法第
条第 項（現行安衛法第 条第 項に相
当）では、既に、建設物等を関係請負人の
労働者に使用させる場合の労災防止措置を
義務づけていた。もっとも、当時から関係
請負人「の労働者」に使用させる場合とし
ていたので、この判決の表現はやや不正確
であろう。もっとも、関係請負人に使用さ
せなかったこと＝関係請負人の労働者に使
用させなかったこと、という理解はできる。
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設中の船体の船上（甲板）で当該工事にか
かる作業中、開口部から深さ約 の船底
に墜落し、頭蓋底骨折により死亡した。す
なわち、甲板中央付近に置いた複数のドラ
ム缶（フラッシングオイル）とそこから約

離れたところに仮置きした貯蔵用タン
クの間を送油するためのビニールパイプを
敷いた後、ポンプを始動したが、送油が不
調なため、亡 が先導して と共に、貯
蔵タンクからドラム缶へ向けて、パイプの
異常の有無を点検しながら移動中、開口部
から船底に墜落し、頭蓋底骨折により死亡
した。
開口部には手すり、囲い、覆い、防網は

なく、看視人も設置されていなかった。
元請 と発注者 は、船舶建設工事中

に随時監督検査等を行い、 は元請 の
指示に従う旨の建造契約を締結しており、
現に元請 から監督員 名が常駐派遣さ
れていた。
そこで、亡 の遺族（ ら）が、 らを

相手方として、不法行為に基づく損害賠償
請求をした。
【判旨～ ら請求認容～】

は、元請 から船体建造等を請け負
い、自己の造船所内で当該工事を自ら行う
と共に注文者として に一部を請け負わ
せ、その労働者に自身の建設物等を使用さ
せているので、 は、災防法第 条第
項（＊現行法第 条第 項に相当）の元
方事業主に当たるが、元請 は、（＊純
粋な丸投げ業者なので、）これに該当しな
い。
また、 は、災防法第 条第 項（＊

現行第 条第 項に相当）の注文者にも
当たる。同条第 項所定の「注文者」が元

請 に限らないことは、同条第 項の
「注文者」が元請に限らないことから明ら
かである。
よって、 には同法第 条第 項（現

行法第 条第 項に相当）に基づく統括
管理義務があるが、同義務から本件甲板上
の開口部に墜落防止措置を講ずべき義務が
生じるとは解しがたい。同法第 条第
項（これを具体化した同法施行規則第
条第 項第 号が、同法条所定の注文者が
関係請負人の労働者に使用させる建築物等
が作業床、物品揚卸口、ピット、坑又は船
舶のハッチであって、高さが 以上で墜
落危険がある場所には、囲い、手すり、覆
おおい等を設けるべきことを規定してい
た）はあるが、 が に本件甲板開口部
を使用させた証拠はないから 、本件でそ
の義務があったとは言えない。
しかし、災防法の元方事業主、建設物等

を使用させる自ら仕事を行う注文者の義務
は、条理上認められる義務を労災発生防止
の見地から積極的に、その違反には災害が
発生しなくても刑事制裁することとして明
文化したものに過ぎず、災防法の右規定の

たしかに、当時の労災防止団体法第
条第 項（現行安衛法第 条第 項に相
当）では、既に、建設物等を関係請負人の
労働者に使用させる場合の労災防止措置を
義務づけていた。もっとも、当時から関係
請負人「の労働者」に使用させる場合とし
ていたので、この判決の表現はやや不正確
であろう。もっとも、関係請負人に使用さ
せなかったこと＝関係請負人の労働者に使
用させなかったこと、という理解はできる。

分担研究報告書（三柴 丈典）

趣旨からしても、 には、条理上、本件
甲板開口部に墜落防止措置を講ずべき義務
があった。

は、開口部のある甲板上で労働者を
作業させる以上、労基法第 条（及びそ
れに紐づく安衛則第 条第 項）により、
囲い、手すり、覆い等の墜落防止措置を講
じる義務がある。 は、客先の設備につ
いては危害防止の権限を与えられていない
ので当該義務はないというが、右防止義務
を負うのは、使用者が所有・管理している
ものに限られない。災防法上の墜落防止措
置義務が注文者にあったとしても、個々の
使用者が本来有する労基法上の義務は免除
されない。

【判決から汲み取り得る示唆】
旧災防法第 条第 項（現行法第 条

第 項に相当）が設定しているのは一の場
所における元方事業者の統括管理義務であ
るため、元方事業者自らが墜落防止措置を
講じる等の義務は導かれ難い。
他方、旧災防法第 条第 項（現行法

第 条第 項に相当）の定めは、旧災防
法では、旧災防法第 条（現行法第 条
に相当）と同じ元方事業主（＊自身も仕事
の一部を担う最先次の注文者）を名宛人と
していた。すると、おそらく仕事を概ね丸
投げしていた元請 は元方に当たらず、
自ら仕事を行っていた に適用されるこ
ととなる。そして、同条は、同人に旧災防
法第 条（第 条に相当）より直接的な
措置を義務づけている。しかし、関係請負
人の「労働者に使用させる建設物等」の安
全確保であり、紐づく規則もその前提をと
っているため、そもそも関係請負人に使用

させたといえない場合、同条は適用され得
ない。ただし、その条規の趣旨、すなわち
自ら仕事の一部を行うため、仕事をめぐる
種々の事情を承知し、したがってリスクに
関する情報や権限を持つ上位の注文者に、
所要の労災防止措置を講じさせようとした
趣旨は、条理として、民事上の注意義務に
反映される。

第４条

条文
〔＊労働者の責務〕

第四条 労働者は、労働災害を防止する
ため必要な事項を守るほか、事業者そ
の他の関係者が実施する労働災害の防
止に関する措置に協力するように努め
なければならない。

趣旨と内容
趣旨

第 条と共に、安全衛生の達成は、事業
者への諸措置の義務づけのみでは果たされ
ず、関係者の協働、特に労働者自身の積極
的関与が必要との考えから設けられた規定
である。

内容
本条は、「その他の関係者」が実施する

労災防止措置に労働者が協力するよう求め
ている。これは、一義的には、前条（第
条）が、労災防止措置等の主な名宛人を事
業者としつつ、機械器具、有害物等の製造
流通業者、建設物の設計者、注文者等に、
労災防止等のための配慮を求めたことを受
けているように思われるが、より広く、国、
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地方公共団体、労働災害防止団体、労働組
合など、当該労働者の労災防止活動を行う
者全てを想定している。
安衛法上、労働者への具体的な義務付け

は、第 条（事業者による基本的な危害
防止措置：第 条（機械等、爆発物等の
危険物等、電気等の物的危険の防止措置）、
第 条（第 項：掘削、荷役等の作業方
法に起因する危険防止措置、第 項：落
下・土砂崩壊など場所等に係る危険防止措
置）、第 条（通路安全から風紀に至る
作業場の環境保全措置）、第 条（不安
全行動等の作業行動に起因する災害防止措
置）、第 条（急迫危険の際の退避措
置）、第 条の 第 項（建設業等の仕
事での爆発・火災等の際の救護措置の二次
災害の防止措置）に基づき事業者が講じる
措置への対応）、第 条第 項（法第
条（特定元方事業者による統括管理）、第
条の （製造業等元方事業者による部分

的統括管理）、第 条の （建設業等元
方事業者による爆発・火災等の際の救護）、
第 条（最先次の注文者による建設物等
にかかる労災防止措置）、第 条の
（化学物質等へのばく露危険作業にかかる
リスク関連情報の提供）により元方事業者
らが講じるべき措置や、第 条第 項か
ら第 項に基づき、これらに対応して請負
人らが講じる措置に対応する義務）、第

条第 項（各種法定健診の受診義務
等）、第 条第 項・第 条（労使双方
の特別安全衛生改善計画、安全衛生改善計
画の順守義務）等で図られ、それぞれ安衛
則等の紐づき規則で具体化されている（た
だし、第 条第 項の紐づく規則規定は
ない）本条は、それらの規定の趣旨を集約

的に体現したものともいえよう。
なお、以下の通り、安衛則には全体で

条 項の定めがあり、そのうち労
働者等（安全管理者等、通常は労働者が就
任するものも含む）を名宛人とするものは

個あった（笹井健司氏他調べ）。

運用
適用の実際

・令和 年公表「労働基準関係法令違反
に関する公表事案」（

，最終閲覧日
年 月 日）にも、令和 年労働基

準監督年報（厚生労働省労働基準局、令和
年）の定期監督等実施状況・法違反状況

（令和２年）にも、本条の集計は見当たら
ない。

関係判例
・見当たらなかった。
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地方公共団体、労働災害防止団体、労働組
合など、当該労働者の労災防止活動を行う
者全てを想定している。
安衛法上、労働者への具体的な義務付け

は、第 条（事業者による基本的な危害
防止措置：第 条（機械等、爆発物等の
危険物等、電気等の物的危険の防止措置）、
第 条（第 項：掘削、荷役等の作業方
法に起因する危険防止措置、第 項：落
下・土砂崩壊など場所等に係る危険防止措
置）、第 条（通路安全から風紀に至る
作業場の環境保全措置）、第 条（不安
全行動等の作業行動に起因する災害防止措
置）、第 条（急迫危険の際の退避措
置）、第 条の 第 項（建設業等の仕
事での爆発・火災等の際の救護措置の二次
災害の防止措置）に基づき事業者が講じる
措置への対応）、第 条第 項（法第
条（特定元方事業者による統括管理）、第
条の （製造業等元方事業者による部分

的統括管理）、第 条の （建設業等元
方事業者による爆発・火災等の際の救護）、
第 条（最先次の注文者による建設物等
にかかる労災防止措置）、第 条の
（化学物質等へのばく露危険作業にかかる
リスク関連情報の提供）により元方事業者
らが講じるべき措置や、第 条第 項か
ら第 項に基づき、これらに対応して請負
人らが講じる措置に対応する義務）、第

条第 項（各種法定健診の受診義務
等）、第 条第 項・第 条（労使双方
の特別安全衛生改善計画、安全衛生改善計
画の順守義務）等で図られ、それぞれ安衛
則等の紐づき規則で具体化されている（た
だし、第 条第 項の紐づく規則規定は
ない）本条は、それらの規定の趣旨を集約

的に体現したものともいえよう。
なお、以下の通り、安衛則には全体で

条 項の定めがあり、そのうち労
働者等（安全管理者等、通常は労働者が就
任するものも含む）を名宛人とするものは

個あった（笹井健司氏他調べ）。

運用
適用の実際

・令和 年公表「労働基準関係法令違反
に関する公表事案」（

，最終閲覧日
年 月 日）にも、令和 年労働基

準監督年報（厚生労働省労働基準局、令和
年）の定期監督等実施状況・法違反状況

（令和２年）にも、本条の集計は見当たら
ない。

関係判例
・見当たらなかった。

分担研究報告書（三柴 丈典）

第 条

条文
（＊一の場所でのジョイントベンチャ
ーにおける事業者に関する規定の適
用）

第五条 二以上の建設業に属する事業の
事業者が、一の場所において行われる
当該事業の仕事を共同連帯して請け負
つた場合においては、厚生労働省令で
定めるところにより、そのうちの一人
を代表者として定め、これを都道府県
労働局長に届け出なければならない。

２ 前項の規定による届出がないとき
は、都道府県労働局長が代表者を指名
する。

３ 前二項の代表者の変更は、都道府県
労働局長に届け出なければ、その効力
を生じない。

４ 第一項に規定する場合においては、
当該事業を同項又は第二項の代表者の
みの事業と、当該代表者のみを当該事
業の事業者と、当該事業の仕事に従事
する労働者を当該代表者のみが使用す
る労働者とそれぞれみなして、この法
律を適用する。

趣旨と内容
趣旨

一の場所でジョイントベンチャーが行わ
れる場合に、事業者として本法上の安全衛
生確保の義務を負う者の明確化を図った規
定である。

内容
ジョイントベンチャーは、本来、 つの

建設業者のみでは技術、資金等の面で請け
負い難い大規模／専門的な工事を、複数業
者が共同連帯することで請け負えるように
するもので、建設業者側のイニシアチブで、
自主的に代表者を決定して工事を請け負う
形式であり、アメリカから日本に導入され
たものである。しかし、日本では、複数企
業で仕事を分け合うことを目的とする例が
増えてきている。
大別すると、全構成企業が資金、人員、

機械等を分担して新組織をつくり、合同計
算により工事を行う共同施工方式（甲型）
と、各構成企業が、場所的、時間的に 工
事を分割し、共通経費を担うほか、分担箇
所を財務と仕事の両面で独立的に施工する
分担施工方式（乙型）があり、本条は、労
災防止措置の義務を負担する事業者が不明
確となり易い前者を対象に、そのうち 事
業者を代表者として、安全衛生確保の責任
の所在の明確化を図ったものである 。

労働調査会出版局編『労働安全衛生法の
詳解（改訂 版）』（労働調査会、 年
（平成 年）） ～ 頁。
昭和 年 月 日基発第 号は、

時間的分割も分担施工方式に該当する旨明
言している。
民法上の典型契約の つである任意組合

（民法第 条～第 条）の一種との
見解がある（畠中前掲書（ 年（令和
元年）） 頁）。確かに、共同出資で成り
立ち、法人格はないが、ある程度団体の維
持を支持する法理（一部メンバーの債務不
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代表者は、共同体構成企業間での話し合
いで決定されるが、出資割合その他工事施
工上の責任の程度を考慮して行う必要があ
る（安衛則第 条第 項）。代表者は、工
事開始の 日前までに共同企業体代表者
届（安衛則様式第 号）により、所轄労基
署長経由で都道府県労働局長に届け出なけ
ればならない（安衛則第 条第 項及び第
項）。この届出がなされない場合には、

都道府県労働局長が代表者を指名する（本
条第 項）。この届出は効力発生要件なの
で、届け出られるまでの事業者としての義
務は、個々の共同企業体構成員が負う。
代表者の変更は、共同企業体代表者変更

届（安衛則様式第 号）を所轄労基署長経
由で都道府県労働局長に届け出て行わねば
ならない（安衛則第 条第 項及び第
項）。代表者変更でも、届出が効力発生要
件なので、当該届出まで、変更前の代表者
が事業者としての義務を負う。
代表者が定まると、その者のみが、その

共同企業体の事業者としての義務を負い、
その共同企業体の労働者（その共同企業体
自体が雇用する労働者及び、共同企業体構
成企業が雇用する労働者であって、当該一
の場所で作業させる労働者）は、全て当該
事業者の労働者とみなされる。共同企業体
の存続中に生じた事案については、その解
散後も、当該代表者が本法に基づく責任を
負う。
なお、当該代表者が法第 条所定の特

履行を理由に自身の債務不履行が認められ
ないなど）が妥当する限り、そうした理解
が適当だろう。

定元方事業者に該当する場合、法第 条
（関係請負人及びその労働者による法令順
守の指導等）、第 条（一の場所での混
在作業にかかる統括管理等）等の義務を負
う。
分割発注にかかる法第 条第 項は、

本条の定めを多分に援用している。分割発
注は、一部の発注先に廉価で工事を発注で
きる等の事情から、発注者がイニチアチブ
を取り、工事を分割して複数の業者に発注
する形式だが、発注者や建設業者が、両者
のメリット、デメリットをどう考えて法形
式を選択しているかに、監督官は関心を持
っているという。第 条にも第 条第
項・第 項にも罰則は付されていないし、
いずれも行政に届け出がなされて初めて法
的効力を生じる点も変わらないが、監督行
政の視点では、これらの法形式が発注者、
建設業者の安全管理その他建設工事の業務
に具体的にどのような違いを生むかに関心
を持っているという 。
本研究プロジェクトで元建設会社社員で

現在は技能講習等で講師を務める方に伺っ
たところ、ジョイントベンチャーの選択は、
概ね工事完成の保証と業者育成を目的とし
ている。後者は、主に行政が地元のゼネコ
ンを育成するために、公共工事の発注に際
して大手ゼネコンと共同させるパターンが
多い。メリットは、そうした面のほか、工
事費用を上げ易いこと、デメリットは、特
に同規模業者同士の共同だと連携がうまく
いき難いこと、逆に、大手ゼネコンに地元
業者の組み合わせでは、後者の社員が奴隷

匿名の監督官の示唆による。
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代表者は、共同体構成企業間での話し合
いで決定されるが、出資割合その他工事施
工上の責任の程度を考慮して行う必要があ
る（安衛則第 条第 項）。代表者は、工
事開始の 日前までに共同企業体代表者
届（安衛則様式第 号）により、所轄労基
署長経由で都道府県労働局長に届け出なけ
ればならない（安衛則第 条第 項及び第
項）。この届出がなされない場合には、

都道府県労働局長が代表者を指名する（本
条第 項）。この届出は効力発生要件なの
で、届け出られるまでの事業者としての義
務は、個々の共同企業体構成員が負う。
代表者の変更は、共同企業体代表者変更

届（安衛則様式第 号）を所轄労基署長経
由で都道府県労働局長に届け出て行わねば
ならない（安衛則第 条第 項及び第
項）。代表者変更でも、届出が効力発生要
件なので、当該届出まで、変更前の代表者
が事業者としての義務を負う。
代表者が定まると、その者のみが、その

共同企業体の事業者としての義務を負い、
その共同企業体の労働者（その共同企業体
自体が雇用する労働者及び、共同企業体構
成企業が雇用する労働者であって、当該一
の場所で作業させる労働者）は、全て当該
事業者の労働者とみなされる。共同企業体
の存続中に生じた事案については、その解
散後も、当該代表者が本法に基づく責任を
負う。
なお、当該代表者が法第 条所定の特

履行を理由に自身の債務不履行が認められ
ないなど）が妥当する限り、そうした理解
が適当だろう。

定元方事業者に該当する場合、法第 条
（関係請負人及びその労働者による法令順
守の指導等）、第 条（一の場所での混
在作業にかかる統括管理等）等の義務を負
う。
分割発注にかかる法第 条第 項は、

本条の定めを多分に援用している。分割発
注は、一部の発注先に廉価で工事を発注で
きる等の事情から、発注者がイニチアチブ
を取り、工事を分割して複数の業者に発注
する形式だが、発注者や建設業者が、両者
のメリット、デメリットをどう考えて法形
式を選択しているかに、監督官は関心を持
っているという。第 条にも第 条第
項・第 項にも罰則は付されていないし、
いずれも行政に届け出がなされて初めて法
的効力を生じる点も変わらないが、監督行
政の視点では、これらの法形式が発注者、
建設業者の安全管理その他建設工事の業務
に具体的にどのような違いを生むかに関心
を持っているという 。
本研究プロジェクトで元建設会社社員で

現在は技能講習等で講師を務める方に伺っ
たところ、ジョイントベンチャーの選択は、
概ね工事完成の保証と業者育成を目的とし
ている。後者は、主に行政が地元のゼネコ
ンを育成するために、公共工事の発注に際
して大手ゼネコンと共同させるパターンが
多い。メリットは、そうした面のほか、工
事費用を上げ易いこと、デメリットは、特
に同規模業者同士の共同だと連携がうまく
いき難いこと、逆に、大手ゼネコンに地元
業者の組み合わせでは、後者の社員が奴隷

匿名の監督官の示唆による。
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のように扱われ易いこと等である。他方、
分割発注の選択は、本来、分野ごとに専門
性の高い業者に請け負わせることが目的だ
が、共同企業体で生じがちな上下関係を避
ける目的をもつこともあるという 。

運用
適用の実際

令和 年公表「労働基準関係法令違反に
関する公表事案」（

，最終閲覧日
年 月 日）にも、令和 年労働基準

監督年報（厚生労働省労働基準局、令和
年）の定期監督等実施状況・法違反状況
（令和２年）にも、本条の集計は見当たら
ない。
なお、届出用紙は、【図 （共同企業体

代表者（変更）届）】を参照されたい。

関係判例
見当たらなかった。

第 条

条文
（総括安全衛生管理者）

第十条 事業者は、政令で定める規模の
事業場ごとに、厚生労働省令で定める
ところにより、総括安全衛生管理者を
選任し、その者に安全管理者、衛生管

建設業界の慣行は、長門昇、㈱建設経営
サービス『よくわかる建設業界』（日本実
業出版社、 年（平成 年））等に詳
しく示されている。

理者又は第二十五条の二第二項の規定
により技術的事項を管理する者の指揮
をさせるとともに、次の業務を統括管
理させなければならない。
一 労働者の危険又は健康障害を防止
するための措置に関すること。

二 労働者の安全又は衛生のための教
育の実施に関すること。

三 健康診断の実施その他健康の保持
増進のための措置に関すること。

四 労働災害の原因の調査及び再発防
止対策に関すること。

五 前各号に掲げるもののほか、労働
災害を防止するため必要な業務で、
厚生労働省令で定めるもの。

２ 総括安全衛生管理者は、当該事業場
においてその事業の実施を統括管理す
る者をもつて充てなければならない。

３ 都道府県労働局長は、労働災害を防
止するため必要があると認めるとき
は、総括安全衛生管理者の業務の執行
について事業者に勧告することができ
る。

趣旨と内容
趣旨

安全衛生の確保のためには、経営責任者
によるリーダーシップと安全衛生管理体制
の確立が重要との認識から、事業場の事業
責任者を選任させ、安全・衛生管理者らの
指揮と、危害防止措置、リスクアセスメン
ト等、安全衛生の要目を統括管理させよう
とした規定である（図 （総括安全衛生管
理者を中心とする安全衛生管理体制）を参
照されたい）（施行通達には、「安全衛生
管理を企業の生産ラインと一体的に運営さ
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せることを期待し、一定規模以上の事業
場」で「事業の実施を統括管理する者をも
って」充てることとしたと記されている
（昭和 年 月 日基発第 号） 。
そこで、本条第 項にいう「事業の実施

を統括管理する者」の定義が問われるが、
行政解釈は、工場長、作業所長等名称の如
何を問わず、当該事業場での事業の実施を
実質的に統括管理する権限と責任を持つ者
としている。ここで「業務を統括管理す
る」とは、「第一項各号に掲げる業務が適
切かつ円滑に実施されるよう所要の措置を
講じ、かつ、その実施状況を監督する等当
該業務について責任をもつて取りまとめる
ことをいう」（昭和 年 月 日基発第

号）。
このように、総括安全衛生管理者たる資

格はそのポストで自ずと定まり、行政によ
る法令遵守監督も、主にその点の確認で果
たされ得る点が安全・衛生管理者と異なる
が 、匿名監督官によれば、監督実務経験
上、一定規模以上の会社では工場長、一定
規模以下の会社では代表取締役らが選任さ
れるケースが多い（逆に言えば、企業規模
が大きくなるほど経営責任者が選任され難
い）という。
旧労基法時代にも、安全管理者、衛生管

理者に関する規定が、法第 条や旧安衛
則にあったが（規則第 条：安全管理者の

これにより、安全管理者、衛生管理者は、
総括安全衛生管理者を補佐する存在と位置
づけられることになったとも記されている。
畠中前掲書（ 年（令和元年））

頁。

選任要件、第 条：同じく職務、第
条：衛生管理者の選任要件、第 条：同
じく小規模事業への共同選任命令、第
条：同じく専属とすべき要件、第 条：
同じく職務、第 条：同じく免許付与の
条件、第 条～第 条：同じく試験関
係）、彼らを事業トップの直轄管理とする
必要性は明記されていなかった。しかし、
本条により、事業場の経営トップ層が安全、
衛生管理（者）を直轄管理する体制が明示
的に規定された。
本条は、本法が、安全衛生経営（経営へ

の安全衛生の組み込み）を志向する法律で
あることを象徴している。
対象を一定規模以上の事業場に絞ってい

るのは、小規模事業場なら、まさに経営ト
ップが自ら行うべきこととの認識による。
事業規模の拡大により、経営トップが自ら
担当できなくなっても、それに代わり得る
立場の者を選任せよとの趣旨である。

内容
本条は、総括安全衛生管理者に、安全管

理者（法第 条）、衛生管理者（法第
条）と昭和 年法改正新設された法第
条の 第 項所定の技術担当者（建設業等
の仕事の一部に係る救護措置の 次災害防
止の技術的事項を担う者）を指揮するよう
定めたことで、これら三者が総括者を補佐
する立場に立つことを明確にした 。

労働調査会出版局編『労働安全衛生法の
詳解』（労働調査会、 年（平成
年）） 頁を参照した。
労働調査会出版局編『労働安全衛生法の
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せることを期待し、一定規模以上の事業
場」で「事業の実施を統括管理する者をも
って」充てることとしたと記されている
（昭和 年 月 日基発第 号） 。
そこで、本条第 項にいう「事業の実施

を統括管理する者」の定義が問われるが、
行政解釈は、工場長、作業所長等名称の如
何を問わず、当該事業場での事業の実施を
実質的に統括管理する権限と責任を持つ者
としている。ここで「業務を統括管理す
る」とは、「第一項各号に掲げる業務が適
切かつ円滑に実施されるよう所要の措置を
講じ、かつ、その実施状況を監督する等当
該業務について責任をもつて取りまとめる
ことをいう」（昭和 年 月 日基発第

号）。
このように、総括安全衛生管理者たる資

格はそのポストで自ずと定まり、行政によ
る法令遵守監督も、主にその点の確認で果
たされ得る点が安全・衛生管理者と異なる
が 、匿名監督官によれば、監督実務経験
上、一定規模以上の会社では工場長、一定
規模以下の会社では代表取締役らが選任さ
れるケースが多い（逆に言えば、企業規模
が大きくなるほど経営責任者が選任され難
い）という。
旧労基法時代にも、安全管理者、衛生管

理者に関する規定が、法第 条や旧安衛
則にあったが（規則第 条：安全管理者の

これにより、安全管理者、衛生管理者は、
総括安全衛生管理者を補佐する存在と位置
づけられることになったとも記されている。
畠中前掲書（ 年（令和元年））

頁。

選任要件、第 条：同じく職務、第
条：衛生管理者の選任要件、第 条：同
じく小規模事業への共同選任命令、第
条：同じく専属とすべき要件、第 条：
同じく職務、第 条：同じく免許付与の
条件、第 条～第 条：同じく試験関
係）、彼らを事業トップの直轄管理とする
必要性は明記されていなかった。しかし、
本条により、事業場の経営トップ層が安全、
衛生管理（者）を直轄管理する体制が明示
的に規定された。
本条は、本法が、安全衛生経営（経営へ

の安全衛生の組み込み）を志向する法律で
あることを象徴している。
対象を一定規模以上の事業場に絞ってい

るのは、小規模事業場なら、まさに経営ト
ップが自ら行うべきこととの認識による。
事業規模の拡大により、経営トップが自ら
担当できなくなっても、それに代わり得る
立場の者を選任せよとの趣旨である。

内容
本条は、総括安全衛生管理者に、安全管

理者（法第 条）、衛生管理者（法第
条）と昭和 年法改正新設された法第
条の 第 項所定の技術担当者（建設業等
の仕事の一部に係る救護措置の 次災害防
止の技術的事項を担う者）を指揮するよう
定めたことで、これら三者が総括者を補佐
する立場に立つことを明確にした 。

労働調査会出版局編『労働安全衛生法の
詳解』（労働調査会、 年（平成
年）） 頁を参照した。
労働調査会出版局編『労働安全衛生法の
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他方、本条において、産業医等や作業主
任者は、総括者の指揮下にある旨定められ
ていない。このうち作業主任者については、
通達（労働安全衛生規則の施行について
（昭和 年 月 日付、基発第 の
１）で、「作業主任者その他安全に関する
補助者の監督」が安全管理者の職務の つ
に挙げられていることからも、統括者の直
接の指揮下になくても、指揮系統の下（指
揮下の指揮下）にあることが明らかである。
しかし、産業医は、事業者に勧告等を行う
べき立場であり、総括者として事業のトッ
プ層が想定されている以上、総括者にも勧
告等を行うべき立場に立っている（昭和
年 月 日付、基発第 の１）。近

年の働き方改革に伴う安衛法改正で、産業
保健に奉仕するという意味で、独立性の強
化も図られた 。むろん、産業医といえど
も、事業者に選任され、ときに雇用され、
法第 条第 号から第 号所定の業務の
うち、労働者の健康管理等の業務を履行補
助／代行する以上、その限りで事業者や、
その代行者である総括安全衛生管理者の指
揮命令に服すべきことは言うまでもない。

詳解』（労働調査会、 年（平成
年）） 頁。
詳細は、三柴丈典「特集産業医の助言・

指導・勧告をめぐって～法律論者の立場か
ら～」産業医学ジャーナル 巻 号
（ 年） 頁、三柴丈典「産業医制
度はなぜ必要なのか～働き方改革関連法の
施行を踏まえて改めて考える～」
号（ 年） 頁を参照されたい。

（堀江正知「産業医と安全衛生法の歴史」
産業医科大学雑誌第 巻特集号（
年） 頁）

本条が定める総括安全衛生管理者の職務
は、
安全管理者（法第 条）、衛生管理者

（法第 条）と法第 条の 第 項所
定の技術担当者（建設業等の仕事の一部に
係る救護措置の 次災害防止の技術的事項
を担う者）の指揮、
本条第 号から第 号所定の業務（第

号：危険・健康障害防止措置（法第 章の
ほか第 章のうち事業者の措置義務規定を
含む）関係、第 号：安全衛生教育関係、
第 号：健診等の健康管理（事後措置、作
業環境管理、作業管理、健康教育・相談
等）関係、第 号：労災の原因調査と再発
防止策関係（以上、昭和 年 月 日基
発第 号）。法第 条の 第 項所定
の建設業等の仕事の一部に係る爆発・火災
等に伴う救護措置の 次災害防止策もここ
に含まれる）の統括管理、のほか、
本条第第 号の業務：その他省令所定の

労災防止措置関係）、
であり、このうち第 号の業務は、
①安全衛生方針の表明関係、
②第 条の 第 項所定のリスクアセ

スメントと対応措置関係、
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③安全衛生に関する （計画、実施、
評価、改善）サイクルの構築関係、
の つである（安衛則第 条の ）。
このように、総括安全衛生管理者の職務

は、事業場の安全衛生について包括的であ
り、総括管理者は事業場の経営トップ層で
あるべきだが、事業者である個人事業主自
身が総括管理者となる場合は別として、事
業者と総括管理者は別であり、総括管理者
の選任が事業者の責任を免除するわけでは
ない。事業者は、総括管理者に職務遂行に
とって必要な権限を委任し、その遂行状況
を監督する必要がある 。
本条が適用単位とする事業場の概念につ

いては、第 条の逐条解説内の事業者の解
説を参照されたい。
事業場の業種の区分は、実態に応じて個

別的に判断される。たとえば、製鉄所は製
造業（施行令第 条第 号）とされるが、
当該製鉄所を管理する本社が別の場所にあ
る場合、本社はその他の業種（施行令第
条第 号）となる（昭和 年 月 日
発基第 号通達の第 の ）。
本条第 項による総括安全衛生管理者選

任義務の発生要件は、以下の通りである。

業種 常時使用労
働者数

労働調査会出版局編『労働安全衛生法の
詳解（改訂 版）』（労働調査会、 年
（平成 年）） 頁。
これには、短時間労働者や有期雇用者は

含まれる（昭和 年 月 日基発第
号）。派遣先における派遣労働者は、就業

林業、鉱業、建設業、運
送業及び清掃業（いわゆ
る「屋外産業的業種」
）

人以上

製造業（物の加工業を含
む）、電気業、ガス業、
熱供給業、水道業、通信
業、各種商品卸売業、家
具・建具・じゅう器等卸
売業、各種商品小売業、
家具・建具・じゅう器等
小売業、旅館業、ゴルフ
場業、自動車整備業及び
機械修理業（いわゆる
「工業的業種」 ）

人以上

その他の業種 人以上

規則作成・届出義務（労基法第 条）等
の要件となる労基法上の常時使用労働者に
含める必要はないが、総括安全衛生管理者、
衛生管理者、産業医の選任、衛生委員会の
設置等の安衛法上の安全衛生管理体制構築
の要件との関係では、派遣先（及び派遣元
双方）の計算に含める必要がある（労働者
派遣法第 条第 項）。安全管理者と安全
委員会の場合、派遣先のみに設置義務が課
されているので、派遣労働者は、派遣先の
常時使用労働者数の計算のみに含めるべき
ことになる（厚生労働省の サイト
（

，最終閲覧日 年 月 日））。
畠中前掲書（ 年（令和元年））

頁。
同前。
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③安全衛生に関する （計画、実施、
評価、改善）サイクルの構築関係、
の つである（安衛則第 条の ）。
このように、総括安全衛生管理者の職務

は、事業場の安全衛生について包括的であ
り、総括管理者は事業場の経営トップ層で
あるべきだが、事業者である個人事業主自
身が総括管理者となる場合は別として、事
業者と総括管理者は別であり、総括管理者
の選任が事業者の責任を免除するわけでは
ない。事業者は、総括管理者に職務遂行に
とって必要な権限を委任し、その遂行状況
を監督する必要がある 。
本条が適用単位とする事業場の概念につ

いては、第 条の逐条解説内の事業者の解
説を参照されたい。
事業場の業種の区分は、実態に応じて個

別的に判断される。たとえば、製鉄所は製
造業（施行令第 条第 号）とされるが、
当該製鉄所を管理する本社が別の場所にあ
る場合、本社はその他の業種（施行令第
条第 号）となる（昭和 年 月 日
発基第 号通達の第 の ）。
本条第 項による総括安全衛生管理者選

任義務の発生要件は、以下の通りである。

業種 常時使用労
働者数

労働調査会出版局編『労働安全衛生法の
詳解（改訂 版）』（労働調査会、 年
（平成 年）） 頁。
これには、短時間労働者や有期雇用者は

含まれる（昭和 年 月 日基発第
号）。派遣先における派遣労働者は、就業

林業、鉱業、建設業、運
送業及び清掃業（いわゆ
る「屋外産業的業種」
）

人以上

製造業（物の加工業を含
む）、電気業、ガス業、
熱供給業、水道業、通信
業、各種商品卸売業、家
具・建具・じゅう器等卸
売業、各種商品小売業、
家具・建具・じゅう器等
小売業、旅館業、ゴルフ
場業、自動車整備業及び
機械修理業（いわゆる
「工業的業種」 ）

人以上

その他の業種 人以上

規則作成・届出義務（労基法第 条）等
の要件となる労基法上の常時使用労働者に
含める必要はないが、総括安全衛生管理者、
衛生管理者、産業医の選任、衛生委員会の
設置等の安衛法上の安全衛生管理体制構築
の要件との関係では、派遣先（及び派遣元
双方）の計算に含める必要がある（労働者
派遣法第 条第 項）。安全管理者と安全
委員会の場合、派遣先のみに設置義務が課
されているので、派遣労働者は、派遣先の
常時使用労働者数の計算のみに含めるべき
ことになる（厚生労働省の サイト
（

，最終閲覧日 年 月 日））。
畠中前掲書（ 年（令和元年））

頁。
同前。

分担研究報告書（三柴 丈典）

なお、労基法上の業種分類と安衛法上の
業種分類の対応関係については、以下のよ
うに整理されている（都道府県労働基準局
長あて労働事務次官通達「労働安全衛生法
の施行について」昭和 年 月 日発基
第 号を筆者が改編）。

労基法別表第 各号の事業 安衛法上の
業種分類

第６号の事業（農林業） 造
林、伐木、造材、集材また
は運材を行なう事業に限
る。

林業

第 号の事業（鉱業） 鉱業
第 号の事業（土木・建設
業）

建設業

第 号および第 号の事業
（交通業、貨物取扱業）

運送業

第 号の事業（焼却・清掃
業）（焼却または清掃の事業
に限る。）

清掃業

第 号の事業（郵便・通信
業）

通信業

第 号の事業（鉱業） 鉱山
保安法適用事業以外の事業
に限る。

土石採取業

事業者は、総括安全衛生管理者の選任を、
その要件を満たした日（①当該事業場が前
掲の規模に達した日、②同管理者に欠員を
生じた日）から 日以内に行うと共に、
遅滞なく、所轄労基署長に報告書を提出せ
ねばならない（安衛則第 条）。
総括安全衛生管理者に穴が開く事態は防

がねばならないため、疾病等で職務を行え
ない場合、事業者が代理を選任せねばなら

ないが（安衛則第 条） 、あらかじめ代
理を選任しておく方法も許される（昭和
年 月 日基発第 号）。
本条第 項は、都道府県労働局長が必要

を認めた場合に、総括安全衛生管理者の業
務の執行について事業者に勧告できる旨を
定めているが、行政解釈によれば、これは、
当該事業場の労災発生率が比較的高く、そ
れが総括安全衛生管理者の業務執行に基づ
くものと認められる場合に発せられるもの
とされている（昭和 年 月 日基発第

号）。安全・衛生管理者には増員や解
任の命令制度が設けられているのと対照的
であり、総括管理者が経営トップ層である
ことを前提に実効性が図られた経緯がある
。
実際の運用は少ないだろうが、法第

条の には、総括安全衛生管理者等（安全
管理者、衛生管理者、統括安全衛生責任者
その他労働災害防止業務従事者）による労
災再発防止講習の受講を、都道府県労働局
長が事業者に指示できる旨の定めもある。
本条第 項（選任と職務遂行の確保）に

は罰則がある（法第 条第 号： 万
円以下の罰金）。
また、本条以下の事業場内の安全衛生管

理体制の設置運営に関する規定には、別途、

同様の規定は、安全管理者、衛生管理者、
統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、
店社安全衛生管理者、安全衛生責任者に設
けられている。
労働調査会出版局編『労働安全衛生法の

詳解（改訂 版）』（労働調査会、 年
（平成 年）） 頁。
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以下のような担保が設けられている 。

①所轄労働基準監督署長への選任報告
（法第 条第 項）
・総括安全衛生管理者（安衛則第 条

第 項）
・安全管理者（安衛則第 条第 項）
・衛生管理者（安衛則第 条第 項）
・産業医（安衛則第 条第 項）
②氏名等の作業場への掲示等
・安全・衛生推進者（安衛則第 条

の ）
・作業主任者（安衛則第 条）
③議事概要周知義務
・安全・衛生委員会（安衛則第 条

第 項）
④議事録保存義務
・安全・衛生委員会（法第 条第

項、安衛則第 条第 項）

関係規定
安衛法上の安全衛生管理体制と同様の体

制には、
鉱山保安法（昭和 年法律第 号）上

の鉱山保安体制（保安統括者（第 条
等）→保安管理者（第 条等）→作業監
督者（第 条等）、保安委員会（第 条、
第 条等）等）、
特定工場（一定業種で、ばい煙、特定粉

塵、汚水、騒音、ダイオキシン等を発生さ
せる施設）における公害防止組織整備法
（昭和 年法律第 号）上の公害防止

畠中前掲書（ 年（令和元年））
頁。

体制（公害防止統括者（第 条等。工場長
等が適任で資格不要）→公害防止主任管理
者（第 条等。部課長が適任で資格が必
要）→公害防止管理者（第 条等。施設の
管理責任者が適任で資格が必要））、
等がある。
鉱山保安法第 条第 項及び第 項所定

の鉱山に安衛法は適用されないが（安衛法
第 条）、安衛法第 章の総括安全衛生
管理者は総括衛生管理者と読み替え、安全
衛生推進者は衛生推進者と読み替えて、準
用される（安衛法第 条）。

運用
適用の実際

・法第 条は、違反指摘は少ない条規
である。違反による送検件数を記した令和
年公表「労働基準関係法令違反に関する

公表事案」（
，最終閲覧日 年

月 日）によれば、令和元年 月 日から
年間で、違反件数は 件だった。是正勧

告を典型とする違反の指摘件数を記した令
和 年労働基準監督年報（厚生労働省労働
基準局、令和 年）の定期監督等実施状
況・法違反状況（令和２年）でも、合計
件にとどまっていた。

関係判例
・見当たらなかった。
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以下のような担保が設けられている 。

①所轄労働基準監督署長への選任報告
（法第 条第 項）
・総括安全衛生管理者（安衛則第 条

第 項）
・安全管理者（安衛則第 条第 項）
・衛生管理者（安衛則第 条第 項）
・産業医（安衛則第 条第 項）
②氏名等の作業場への掲示等
・安全・衛生推進者（安衛則第 条

の ）
・作業主任者（安衛則第 条）
③議事概要周知義務
・安全・衛生委員会（安衛則第 条

第 項）
④議事録保存義務
・安全・衛生委員会（法第 条第

項、安衛則第 条第 項）

関係規定
安衛法上の安全衛生管理体制と同様の体

制には、
鉱山保安法（昭和 年法律第 号）上

の鉱山保安体制（保安統括者（第 条
等）→保安管理者（第 条等）→作業監
督者（第 条等）、保安委員会（第 条、
第 条等）等）、
特定工場（一定業種で、ばい煙、特定粉

塵、汚水、騒音、ダイオキシン等を発生さ
せる施設）における公害防止組織整備法
（昭和 年法律第 号）上の公害防止

畠中前掲書（ 年（令和元年））
頁。

体制（公害防止統括者（第 条等。工場長
等が適任で資格不要）→公害防止主任管理
者（第 条等。部課長が適任で資格が必
要）→公害防止管理者（第 条等。施設の
管理責任者が適任で資格が必要））、
等がある。
鉱山保安法第 条第 項及び第 項所定

の鉱山に安衛法は適用されないが（安衛法
第 条）、安衛法第 章の総括安全衛生
管理者は総括衛生管理者と読み替え、安全
衛生推進者は衛生推進者と読み替えて、準
用される（安衛法第 条）。

運用
適用の実際

・法第 条は、違反指摘は少ない条規
である。違反による送検件数を記した令和
年公表「労働基準関係法令違反に関する

公表事案」（
，最終閲覧日 年

月 日）によれば、令和元年 月 日から
年間で、違反件数は 件だった。是正勧

告を典型とする違反の指摘件数を記した令
和 年労働基準監督年報（厚生労働省労働
基準局、令和 年）の定期監督等実施状
況・法違反状況（令和２年）でも、合計
件にとどまっていた。

関係判例
・見当たらなかった。

分担研究報告書（三柴 丈典）

第 条

条文
（安全管理者）

第十一条 事業者は、政令で定める業種
及び規模の事業場ごとに、厚生労働省
令で定める資格を有する者のうちか
ら、厚生労働省令で定めるところによ
り、安全管理者を選任し、その者に前
条第一項各号の業務（第二十五条の二
第二項の規定により技術的事項を管理
する者を選任した場合においては、同
条第一項各号の措置に該当するものを
除く。）のうち安全に係る技術的事項
を管理させなければならない。

２ 労働基準監督署長は、労働災害を防
止するため必要があると認めるとき
は、事業者に対し、安全管理者の増員
又は解任を命ずることができる。

趣旨と内容
趣旨

労働災害が生じ易く、現実に人の手当て
が可能な業種、規模の事業場において、生
産と安全に関する知識を持つ者に、広く安
全にかかる管理を委ねることを事業者に義
務づけ、区々多様なリスクへの専門的な対
応を図らせようとした規定である。現行法
の施行通達には、安全衛生管理を生産活動
と一体化させるために法定された総括安全
衛生管理者を補佐する存在と記されている
（昭和 年 月 日基発第 号）。
古く工場法（及び施行令、施行規則）に

は、安全・衛生の管理者制度自体は定めら
れていなかったが、工場管理人制度が定め
られていた（第 条、第 条）。これは、

特に大企業が多数の工場を所有する等で経
営者（工業主）自身が工場法の遵法を担え
ない事態を等を前提に、その履行を代行さ
せるために設けられたものである。基本的
に上位の経営管理者を想定していたと解さ
れるが、たとえ生産効率より軽視されてい
たとしても、安全衛生管理は経営問題とい
う認識はあっただろうから、安全衛生管理
の代行者も想定していたと解される。
そして、それに紐づく工場危害予防及び

衛生規則では、昭和 年（ 年）の改
正により、常時使用職工 人以上の工場
では、原則として安全管理者を選任すべき
ことが定められ、土木建築工事場安全衛生
規則（昭和 年 月 日内務省令第
号）や土石採取場安全及び衛生規則（昭和
年 月 日内務省令第 号）では、そ

の制定当初から安全衛生管理人を選任すべ
きことが定められていた。
安全管理者と衛生管理者が区分されたの

は、戦後の労基法の制定時だが、両者の厳
密な区分は難しい（後掲の通達（昭和
年 月 日基発第 号）は、安全管理
者の専任要件との関係で、安全管理者が衛
生管理を行っても専任要件を逸脱しない旨
を述べ、安全管理と衛生管理の密接なつな
がりを指摘している）。
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内容
＜選任対象事業＞
（専任・非専任を問わず）安全管理者の

選任対象事業は、安衛法施行令第 条で、
以下の事業のうち、常時雇用労働者数
人以上と定められている（安全管理者につ
いては施行令、衛生管理者については安衛
則で定められている）。
林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業

（第 号。いわゆる屋外産業的業種 ）、
製造業（物の加工業を含む。）、電気業、
ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種
商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売
業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう
器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場
業、自動車整備業及び機械修理業（第 号。
いわゆる工業的業種 ） 。

以下の記載にあたり、労働調査会出版局
編『労働安全衛生法の詳解（改訂 版）』
（労働調査会、 年（平成 年））

頁等を参照した。
この呼称は畠中前掲書（ 年（令和

元年）） 頁による。
同前。
ここで挙示した屋外産業的業種にも工業

的業種にも該当しない「その他の業種」
（安衛法施行令第 条第 号）については、
安全管理者の場合常時使用労働者数 人
未満、安全衛生推進者の場合同じく 人
未満の場合、法的にはそれらの選任を要し
ないが、休業 日以上の災害約 万件の
うち約 万件が発生している実態等を受け、
「労働安全衛生法施行令第 条第 号に掲
げる業種における安全推進者の配置等に係

衛生管理者との比較では、（衛生管理者
の場合、）第 種衛生管理者以上を充てる
べき業種では、上記の安全管理者選任対象
業種から通信業、各種商品卸売・小売業、
家具・建具・じゅう器等卸売・小売業、旅
館業等が外され、逆に、農・畜水産業、医
療業が含められていること、その他全ての
業種について、第 種衛生管理者でもよい
／最低でも第 種衛生管理者は選任すべき
とされている（安衛則第 条第 項第 号。
第 種衛生管理者は、主に第三次産業的業
種を想定したと解されている ）。つまり、
機械器具、重機その他物のリスクが特に生
じ易い業種を安全管理者選任対象とし、衛
生面、健康面でのリスクは全ての業種で生
じ得るだろうとの想定で、全て衛生管理者
選任対象とし、管理に医薬・衛生面での専
門性が必要な業種について、高度な衛生管
理者の選任対象とした、ということと思わ
れる。
しかし、選任対象業種の指定に疑問を寄

せる監督官もいる。匿名の監督官から、指
定以外の小売業や飲食業、社会福祉施設等

るガイドライン」（平成 年 月 日基
発第 第 号）が発出され、そうした
事業でも、一定規模以上の事業場での安全
活動経験者等から安全推進者を配置し、統
括管理責任者を補佐させるべきこと等が示
された。畠中元教授は、本制度を法的に位
置づけるべきとしているが（畠中前掲書
（ 年（令和元年）） 頁）、実際に
は運用面で相当の困難を伴うだろう。
畠中前掲書（ 年（令和元年））

頁。
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内容
＜選任対象事業＞
（専任・非専任を問わず）安全管理者の

選任対象事業は、安衛法施行令第 条で、
以下の事業のうち、常時雇用労働者数
人以上と定められている（安全管理者につ
いては施行令、衛生管理者については安衛
則で定められている）。
林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業

（第 号。いわゆる屋外産業的業種 ）、
製造業（物の加工業を含む。）、電気業、
ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種
商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売
業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう
器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場
業、自動車整備業及び機械修理業（第 号。
いわゆる工業的業種 ） 。

以下の記載にあたり、労働調査会出版局
編『労働安全衛生法の詳解（改訂 版）』
（労働調査会、 年（平成 年））

頁等を参照した。
この呼称は畠中前掲書（ 年（令和

元年）） 頁による。
同前。
ここで挙示した屋外産業的業種にも工業

的業種にも該当しない「その他の業種」
（安衛法施行令第 条第 号）については、
安全管理者の場合常時使用労働者数 人
未満、安全衛生推進者の場合同じく 人
未満の場合、法的にはそれらの選任を要し
ないが、休業 日以上の災害約 万件の
うち約 万件が発生している実態等を受け、
「労働安全衛生法施行令第 条第 号に掲
げる業種における安全推進者の配置等に係

衛生管理者との比較では、（衛生管理者
の場合、）第 種衛生管理者以上を充てる
べき業種では、上記の安全管理者選任対象
業種から通信業、各種商品卸売・小売業、
家具・建具・じゅう器等卸売・小売業、旅
館業等が外され、逆に、農・畜水産業、医
療業が含められていること、その他全ての
業種について、第 種衛生管理者でもよい
／最低でも第 種衛生管理者は選任すべき
とされている（安衛則第 条第 項第 号。
第 種衛生管理者は、主に第三次産業的業
種を想定したと解されている ）。つまり、
機械器具、重機その他物のリスクが特に生
じ易い業種を安全管理者選任対象とし、衛
生面、健康面でのリスクは全ての業種で生
じ得るだろうとの想定で、全て衛生管理者
選任対象とし、管理に医薬・衛生面での専
門性が必要な業種について、高度な衛生管
理者の選任対象とした、ということと思わ
れる。
しかし、選任対象業種の指定に疑問を寄

せる監督官もいる。匿名の監督官から、指
定以外の小売業や飲食業、社会福祉施設等

るガイドライン」（平成 年 月 日基
発第 第 号）が発出され、そうした
事業でも、一定規模以上の事業場での安全
活動経験者等から安全推進者を配置し、統
括管理責任者を補佐させるべきこと等が示
された。畠中元教授は、本制度を法的に位
置づけるべきとしているが（畠中前掲書
（ 年（令和元年）） 頁）、実際に
は運用面で相当の困難を伴うだろう。
畠中前掲書（ 年（令和元年））

頁。
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での転倒、やけど、機械による挟まれ、巻
き込まれ等の災害が生じており、これらも
安全管理者の選任対象とすべきではないか、
また、食料品の製造販売を行う小売・飲食
業も製造業に含め、対象とすべきではない
か、との指摘があった。

＜専属の原則＞
選任する安全管理者らは、原則として、

その事業場に専属とせねばならない（安全
管理者について：安衛則第 条第 号、衛
生管理者について：安衛則第 条第 号、
安全衛生推進者について：安衛則第 条
の 第 号（ただし、安全・衛生コンサル
タント等を除く）、元方安全衛生管理者に
ついて：第 条の 、一定規模又は一定
業務を含む事業場の産業医について：第
条第 号第 号）。これは、昭和 年
月 日付け基発第 号通達が示唆する

ように、その事業場に固有の危険有害要因
に知尽した者こそ適任との趣旨による。同
様の趣旨から、派遣中の労働者は、派遣先
の専属には該当しない扱いとされる。
ここで「専属」とは、まさに、「その事

業場に固有の危険有害要因に知尽」できる
条件を備えることであり、その事業場のみ
に勤務することが原則だが、管理業務が損
なわれない限り、兼務しても構わないし、
安全管理業務のみに専従することも要しな
い 。
衛生管理者については、平成 年 月

労働調査会出版局編『労働安全衛生法の
詳解（改訂 版）』（労働調査会、 年
（平成 年）） 頁。

日付け基発第 号「自社の労働
者以外の者を衛生管理者等に選任すること
について」が、危険有害要因の少ない業種
（安衛則第 条第 号ロ）の事業場であっ
て、一定の資格を持ち、一定期間継続して
業務に当たれる等の条件を満たす場合、専
属の衛生管理者等と扱って差し支えなく、
同様の条件を満たす限り、派遣中の労働者
も専属に該当する旨示唆している。
安全管理者らと差別化された（衛生管理

者の専属要件が緩和され、安全管理者につ
き緩和されなかった）のは、衛生管理者が
免許制で、要員確保が難しく、業務上一般
的な専門性が重要と解されたこと、安全管
理者の方が、より現場の生産管理との結び
つきが強いと解されたことによると思われ
る。

＜選任すべき数、専任とすべき場合＞
選任すべき数について法令の定めはなく、

＜選任対象事業＞で述べた条件を満たす事
業場では、原則として 人選任すればその
要件は満たされるが、通達で、事業場の規
模や実態に即して複数名を選任するよう推
奨されている（昭和 年 月 日基発第

号）。例外は、異常化学反応等により
爆発、火災等を生じるおそれのある施設を
設置する事業場で、都道府県労働局長が指
定するもの（「指定事業場」）で、指定生
産施設ごとに必要数を選任せねばならない
（安衛則第 条第 項第 号。たとえば四
直三交代制で創業する場合、 人以上） 。

畠中前掲書（ 年（令和元年））
頁、 頁を参照した。
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原則として 人の選任でも許される安全
管理者も、以下の通り、一定の業種及び規
模の事業場では、最低 人を専任とすべき
旨定められている（安衛則第 条第 項）。

業種

常時使
用する
労働者
数

建設業、有機化学工業製
品製造業、石油製品製造
業

人
以上

無機化学工業製品製造
業、化学肥料製造業、道
路貨物運送業、港湾運送
業

人
以上

紙・パルプ製造業、鉄鋼
業、造船業 人以上
選任が必要な業種で上記
以外のもの
ただし、過去 年間の労
働災害による休業 日以
上の死傷者数の合計が

人を超える事業場に
限る

人以上

所定の事業場での専任要件は、旧労基法
（旧安衛則）時代には設けられていたが、

人以上の製造業、鉱業、土木建築業、
旅客運送業、港湾運送業等のほか、伐木・
運材業等に限られ、なおかつ前年の傷害に
よる休業者数が 人未満の場合、全事業
で適用が除外されていた（旧安衛則第 条
の ）。なお、当時から現在に至るまで、
過去の休業者発生要件を充たし得ない新設
事業場についても、専任管理者の選任が推
奨されてきた（昭和 年 月 日基発第

号）。
「専任」とは、前掲の「専属」とは異な

り、安衛則第 条所定の資格を充たし、
「通常の勤務時間を専ら」所定の「事項を
行うために費す者をいい、例えば生産関係
等の業務を兼任する者はこれに該当しない
が、業務の一部に労働衛生の業務が含まれ
ている場合には安全管理と密接な関係があ
るから、・・・かかる関連業務を行」って
も構わない（昭和 年 月 日基発第

号）。
事業者は、選任事由が生じた日から

日以内に安全管理者を選任し（安衛則第
条第 項第 号）、選任後、遅滞なく、そ
の資格を証する書面を付して労基署長へ報
告せねばならない（同条第 項）。安全管
理者がやむを得ない事由で職務を行い得な
い場合、代理者を選任せねばならない（同
前） 。すなわち、その確保（と法定職務
の実施条件の整備）が、徹底して事業者に
託されている 。

同様の規定は、総括安全衛生管理者、衛
生管理者、統括安全衛生責任者、元方安全
衛生管理者、店社安全衛生管理者、安全衛
生責任者に設けられている。
選任義務がない事業場で選任された場合、

同人は法的な安全管理者ではなく、法令上
の職務遂行の責務は負わないが、雇用契約
上、その責務を負わせることは可能であり、
その場合、事業者のために行為する者（旧
労基法上の使用者）として安全管理の責任
を負うとされている（昭和 年 月 日
基収第 号）。これは、当該被選任者が
法定の安全管理者と同様の措置を講じる雇

－ 294 －



分担研究報告書（三柴 丈典）

原則として 人の選任でも許される安全
管理者も、以下の通り、一定の業種及び規
模の事業場では、最低 人を専任とすべき
旨定められている（安衛則第 条第 項）。

業種

常時使
用する
労働者
数

建設業、有機化学工業製
品製造業、石油製品製造
業

人
以上

無機化学工業製品製造
業、化学肥料製造業、道
路貨物運送業、港湾運送
業

人
以上

紙・パルプ製造業、鉄鋼
業、造船業 人以上
選任が必要な業種で上記
以外のもの
ただし、過去 年間の労
働災害による休業 日以
上の死傷者数の合計が

人を超える事業場に
限る

人以上

所定の事業場での専任要件は、旧労基法
（旧安衛則）時代には設けられていたが、

人以上の製造業、鉱業、土木建築業、
旅客運送業、港湾運送業等のほか、伐木・
運材業等に限られ、なおかつ前年の傷害に
よる休業者数が 人未満の場合、全事業
で適用が除外されていた（旧安衛則第 条
の ）。なお、当時から現在に至るまで、
過去の休業者発生要件を充たし得ない新設
事業場についても、専任管理者の選任が推
奨されてきた（昭和 年 月 日基発第

号）。
「専任」とは、前掲の「専属」とは異な

り、安衛則第 条所定の資格を充たし、
「通常の勤務時間を専ら」所定の「事項を
行うために費す者をいい、例えば生産関係
等の業務を兼任する者はこれに該当しない
が、業務の一部に労働衛生の業務が含まれ
ている場合には安全管理と密接な関係があ
るから、・・・かかる関連業務を行」って
も構わない（昭和 年 月 日基発第

号）。
事業者は、選任事由が生じた日から

日以内に安全管理者を選任し（安衛則第
条第 項第 号）、選任後、遅滞なく、そ
の資格を証する書面を付して労基署長へ報
告せねばならない（同条第 項）。安全管
理者がやむを得ない事由で職務を行い得な
い場合、代理者を選任せねばならない（同
前） 。すなわち、その確保（と法定職務
の実施条件の整備）が、徹底して事業者に
託されている 。

同様の規定は、総括安全衛生管理者、衛
生管理者、統括安全衛生責任者、元方安全
衛生管理者、店社安全衛生管理者、安全衛
生責任者に設けられている。
選任義務がない事業場で選任された場合、

同人は法的な安全管理者ではなく、法令上
の職務遂行の責務は負わないが、雇用契約
上、その責務を負わせることは可能であり、
その場合、事業者のために行為する者（旧
労基法上の使用者）として安全管理の責任
を負うとされている（昭和 年 月 日
基収第 号）。これは、当該被選任者が
法定の安全管理者と同様の措置を講じる雇
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＜資格＞
前述の通り、安全管理者には、「その事

業場に固有の危険有害要因に知尽」した者
が望ましいとの考えから、産業の生産現場
への親しみが求められ、安衛則第 条が定
める資格要件でも、専門資格を持たない者
については、理工学系統の学歴を原則的な
デフォルトとして、実務経験が重視され、
研修で標準的知識を補う形が採られている。
すなわち、同条では、
①大学等（高等専門学校を含む）で理科

系の課程を修めて卒業後、 年以上産業安
全実務に従事したか、高校等で理科系の学
科を修めて卒業後、 年以上産業安全実務
に従事した者であって、厚生労働大臣所定
の研修（平成 年厚生労働省告示第 号。
安全管理、事業場ごとの自主管理（リスク
アセスメント等）、安全教育、関係法令か
ら成り、合計 時間）を修了した者、
②労働安全コンサルタント、
③その他、厚生労働大臣が定める者（昭

和 年労働省告示第 号）、
とされているが、高卒でも大卒より 年

多く実務経験を積めば受講資格が得られる
仕組みだし、大学等での理科系の課程や高
校等での理科系の学科は、機械・土木・金
属等に関する工学、化学、造船等を広く網
羅しているので（昭和 年 月 日基発

用契約上の義務を負うこと（よって事業者
に対して職務懈怠の民事責任を負うこと）
と共に、その懈怠により被災した者との関
係では、事業者が使用者責任を負うことを
意味していると解される。

号の ）、理工学の基本的素養を求め
ているに過ぎない。③では、大学等で理科
系統以外の課程を修めて卒業した者も、産
業安全実務を 年以上（高校等の場合、
年以上）、それを充たさない者でも 年以
上当該実務を経験すれば該当するとしてい
るので、実務経験重視の傾向は明らかであ
る。詳細には触れないが、経過措置の定め
（安衛則附則第 条第 項等）でも、実務
経験が重視されている。
さらに、①で経験が求められる産業安全

実務は、「必ずしも安全関係専門の業務に
限定する趣旨ではなく、生産ラインにおけ
る管理業務を含めて差しつかえない」（下
線は筆者が添付した）とされている（昭和
年 月 日基発 号の ）。

＜職務＞
条文上は、総括安全衛生管理者が統括管

理すべき法第 条第 項の業務（第
号：危険・健康障害防止措置、第 号：安
全衛生教育関係、第 号：健診その他健康
確保措置、第 号：労災の原因調査と再発
防止策、第 号：その他の省令所定事項）
のうち、「安全に係る具体的事項」とされ
ている 。

ただし、本条（第 条）かっこ書きに
より、昭和 年の法改正で設けられた第

条の 第 項（建設業等における爆発
や火災等に際しての救護にかかる二次的な
労災防止のための事業者の物的、人的措置
義務）の履行のために選任された管理者が
いる場合、職務の重複を避けるため、本条
所定の安全管理者は、その部分の職務を除
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文言上は「安全に係る技術的事項」とさ
れているが、これは、総括安全衛生管理者
の行うべき「統括管理」に対応した用語で
あって、その内容は幅広く、極論すれば、
当該作業場所等での安全面での（積極的
な）リスク管理の全てであり、専門技術的
事項に限られない（昭和 年 月 日基
発第 号）。
また、安衛則第 条第 項が、事業者に

対し、安全管理者に権限を付与すべきと定
めている「安全に関する措置」について、
通達には、以下のような職務が列挙されて
いる（昭和 年 月 日基発第 号
の ）。
①建設物、設備、作業の場所や方法に危

険がある場合の応急措置や防止措置（新設
備・方式採用時の安全面の検討を含む）
②設備・器具の定期的な点検・整備
③安全教育・訓練
④災害の原因調査と対策の検討
⑤消防・避難訓練
⑥作業主任者等の補助者の監督
⑦安全関連情報の記録
⑧自他の事業の労働者が同一場所で就労

する場合の安全措置
その①からも窺われるように、この内容

自体広いが、それでもこの示唆は例示とい
うべきであり、結局、同人が行うべきは、
「作業場等を巡視し、設備、作業方法等に
危険のおそれがあるときは、直ちに」必要
な防止措置を講じること（安衛則第 条第
項）であって、当該作業場等における安

全面での（積極的な）リスク管理の全てで

外される。

ある。これには、（特に自身の権限範囲を
超える事項について）事業者等に報告し、
その指示を受けることも含まれる（昭和
年 月 日基発第 号の ）。
本条が、「管理させなければならない」

と定めていることからも明らかなように、
選任と同様に、安全管理者の職務遂行の前
提づくりも事業者に託された同人の義務で
あり、おそらくは、その具体化の趣旨も込
めて、安衛則第 条第 項が、前掲の「安
全に関する措置」について、「なし得る権
限を与えなければならない」と定めている
。これらの規定により、事業者は、単に
安全管理者を選任しただけでは足りず、同
人に必要な権限を付与し、必要な職務の遂
行を監督する義務を負うと解されている 。
もっとも、安衛則第 条は、第 項で、

安全管理者を名宛人として、巡視を契機と
する作業場等での安全面でのリスク管理措
置を「講じなければならない」としつつ、
第 項で、事業者を名宛人として、それに
必要な権限付与を義務づけている。同条
（及び安衛法上の上位規定）に罰則はない
ので、その法的意義は、行政指導の根拠と
なり得ること、就業規則上の根拠規定の合
理性を裏付けたり、職場秩序となる等して、
事業者による懲戒処分等の根拠となり得る

労働省労働基準局安全衛生部編『労働安
全衛生規則の逐条詳解（第 巻） 通則編
』（中央労働災害防止協会、 年（平

成 年）） 頁からも窺える。
労働調査会出版局編『労働安全衛生法の

詳解（改訂 版）』（労働調査会、 年
（平成 年）） 頁。
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文言上は「安全に係る技術的事項」とさ
れているが、これは、総括安全衛生管理者
の行うべき「統括管理」に対応した用語で
あって、その内容は幅広く、極論すれば、
当該作業場所等での安全面での（積極的
な）リスク管理の全てであり、専門技術的
事項に限られない（昭和 年 月 日基
発第 号）。
また、安衛則第 条第 項が、事業者に

対し、安全管理者に権限を付与すべきと定
めている「安全に関する措置」について、
通達には、以下のような職務が列挙されて
いる（昭和 年 月 日基発第 号
の ）。
①建設物、設備、作業の場所や方法に危

険がある場合の応急措置や防止措置（新設
備・方式採用時の安全面の検討を含む）
②設備・器具の定期的な点検・整備
③安全教育・訓練
④災害の原因調査と対策の検討
⑤消防・避難訓練
⑥作業主任者等の補助者の監督
⑦安全関連情報の記録
⑧自他の事業の労働者が同一場所で就労

する場合の安全措置
その①からも窺われるように、この内容

自体広いが、それでもこの示唆は例示とい
うべきであり、結局、同人が行うべきは、
「作業場等を巡視し、設備、作業方法等に
危険のおそれがあるときは、直ちに」必要
な防止措置を講じること（安衛則第 条第
項）であって、当該作業場等における安

全面での（積極的な）リスク管理の全てで

外される。

ある。これには、（特に自身の権限範囲を
超える事項について）事業者等に報告し、
その指示を受けることも含まれる（昭和
年 月 日基発第 号の ）。
本条が、「管理させなければならない」

と定めていることからも明らかなように、
選任と同様に、安全管理者の職務遂行の前
提づくりも事業者に託された同人の義務で
あり、おそらくは、その具体化の趣旨も込
めて、安衛則第 条第 項が、前掲の「安
全に関する措置」について、「なし得る権
限を与えなければならない」と定めている
。これらの規定により、事業者は、単に
安全管理者を選任しただけでは足りず、同
人に必要な権限を付与し、必要な職務の遂
行を監督する義務を負うと解されている 。
もっとも、安衛則第 条は、第 項で、

安全管理者を名宛人として、巡視を契機と
する作業場等での安全面でのリスク管理措
置を「講じなければならない」としつつ、
第 項で、事業者を名宛人として、それに
必要な権限付与を義務づけている。同条
（及び安衛法上の上位規定）に罰則はない
ので、その法的意義は、行政指導の根拠と
なり得ること、就業規則上の根拠規定の合
理性を裏付けたり、職場秩序となる等して、
事業者による懲戒処分等の根拠となり得る

労働省労働基準局安全衛生部編『労働安
全衛生規則の逐条詳解（第 巻） 通則編
』（中央労働災害防止協会、 年（平

成 年）） 頁からも窺える。
労働調査会出版局編『労働安全衛生法の

詳解（改訂 版）』（労働調査会、 年
（平成 年）） 頁。
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こと、同人の懈怠により被災した第三者が、
事業者の使用者責任（民法第 条）を追
求するうえで、同人の過失（注意義務違
反）を主張立証し易くなること等になると
考えられる。

＜分社化に伴う親子事業者における安全管
理者等の選任要件の考え方＞
ある安全管理者等（安全管理者、衛生管

理者、安全衛生推進者、衛生推進者）が、
従前は一の事業場を担当していたところ、
分社化で複数の事業場となった場合、従来
の安全衛生管理のシステムやノウハウの継
承のため、以下の要件を全て充たす場合、
親事業者（事業方針等の決定機関であり、
子事業者の支配者）の安全管理者等に子事
業者（親会社の被支配者）での兼務を認め
る趣旨で、両事業場で専属の者を選任して
いるとの取扱いが認められている（平成
年 月 日基発第 号）。
①親事業者の一部の分社化により子事業

者ができたこと
②親・子事業者の事業場が同一か近くに

あること
③協議組織の設置など、分社化後も安全

衛生管理が密接に関連していること
④両事業場の事業内容が分社化前後で著

しく変化していないこと
ただし、
イ 一旦各事業者で別の安全管理者等を

選任した後の兼務は認められないこと、
ロ 親・子事業者共に、安全管理者等に

業務上必要な情報と権限を十分に提供すべ
きこと、
ハ 親・子事業者共に、安全管理者等の

管理対象事業場の労働者数が安衛則に適合

するようにすべきこと（衛生管理者の場合、
常時使用労働者数に応じて必要選任数が増
加する。また、前掲の専任要件や化学反応
による爆発危険等がある施設にかかる第
条第 項第 号の充足等にも留意する必要
がある）、管理対象事業場の数を職務遂行
上支障ない範囲とすべきこと、
ニ 資格による所掌は以下の通りであり、

親事業者の安全管理者による子会社の衛生
管理者等の兼任は認められないこと（平成
年 月 日基発第 号）。

（参考）

子事業者

安
全
管
理
者

衛
生
管
理
者

安
全
衛
生
推
進
者

衛
生
推
進
者

親
事
業
者

安全管理者 ○ × ○ ×
衛生管理者 × ○ ○ ○

安全衛生推進者 ○ ○ ○ ○
衛生推進者 × ○ ○ ○

（○は兼任可能な組合せ、×は兼任できな

い組合せを示す。）

なお、旧商法特例法（子会社及び株式会
社の監査等に関する商法の特例に関する法
律（昭和 年法律第 号）） 条の 第
項所定の連結子会社（現在は、会社法第
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条第 号による「子会社」の定義、金融
商品取引法第 条の 第 項による「連
結」の定義を受け、連結会計基準第 項が、
定義している。要するに、その会社の事業
方針等の決定機関（株主総会等）が親会社
に支配されている会社を意味する）を有す
る会社は、親事業者に該当する（平成
年 月 日基発第 号）。

＜増員・解任命令＞
本条第 項は、労基署長による事業者へ

の増員・解任命令を定めているが、その発
動基準は次のように通達され、容易には発
動されないよう図られている（昭和 年
月 日基発第 号）。
①安全管理者による主要な義務の懈怠が

あって、次に該当する場合。
イ 災害度数率が同業種の平均値の 倍

を超え、監督上の措置後 か月改善しなか
った場合、
ロ 重大災害が生じた場合、
ハ 本法令違反による致死災害が複数回

生じた場合。
②安全管理者が、病気等で職務を遂行し

得ない場合。
本条第 項（選任と職務遂行の確保）と

第 項（増員・解任命令の遵守）には罰則
がある（法第 条第 号と第 号：
万円以下の罰金）。

関係規定
本条は、選任義務違反での一律的な適用

がなされることが多いが、後掲の 東
海村臨界事故事件水戸地判が示唆するよう
に、組織的に安全教育が不徹底で、安全の
意識や知識が欠けていることで労災が生じ

たような場合、たとえ安全管理者の選任は
行われていたも、職務を果たさせていなか
ったとして、適用されることがある。
その意味では、本法第 条等の教育に

関する規定のほか、事業者らが労働者等に
遵法を指示ないし指導すべき本法上の危害
防止基準のほか、運送業法、建築業法、原
子力規制法等の各種業法上の安全に関する
規制等は、すべて本条に関係することとな
ろう。

運用
適用の実際

匿名行政官（おそらく監督官）より、本
条（第 条）から第 条に至る法定の管
理者等の選任義務規定は、施行令で定める
業種、規模の事業場に対して、安衛則で定
める資格要件を満たす安全管理者等を選任
していないことを確認すれば、一律的に適
用するとの認識が示された。
また、別の匿名行政官（おそらく監督

官）より、企業の中には法令の基準より先
駆的な取り組みもある旨の報告があった。
すなわち、ある九州地方の大手電機工事業
の事業場では、安全巡視者 安全管理者と
の記載はなかった の安全巡視では、巡視
の計画から現場における帳票作成、写真撮
影、巡視結果の整理、印刷等までを つの
タブレットで実施できるようにして、関係
する職員へのスムーズな情報共有を図って
いたという（令和 年度本研究プロジェク
トによる行政官・元行政官向け法令運用実
態調査（三柴丈典担当））。
法第 条は、違反指摘は比較的多い条

規である。後掲の通り、著名な 東海
村臨界事故でも、本条（安全管理者に行わ
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条第 号による「子会社」の定義、金融
商品取引法第 条の 第 項による「連
結」の定義を受け、連結会計基準第 項が、
定義している。要するに、その会社の事業
方針等の決定機関（株主総会等）が親会社
に支配されている会社を意味する）を有す
る会社は、親事業者に該当する（平成
年 月 日基発第 号）。

＜増員・解任命令＞
本条第 項は、労基署長による事業者へ

の増員・解任命令を定めているが、その発
動基準は次のように通達され、容易には発
動されないよう図られている（昭和 年
月 日基発第 号）。
①安全管理者による主要な義務の懈怠が

あって、次に該当する場合。
イ 災害度数率が同業種の平均値の 倍

を超え、監督上の措置後 か月改善しなか
った場合、
ロ 重大災害が生じた場合、
ハ 本法令違反による致死災害が複数回

生じた場合。
②安全管理者が、病気等で職務を遂行し

得ない場合。
本条第 項（選任と職務遂行の確保）と

第 項（増員・解任命令の遵守）には罰則
がある（法第 条第 号と第 号：
万円以下の罰金）。

関係規定
本条は、選任義務違反での一律的な適用

がなされることが多いが、後掲の 東
海村臨界事故事件水戸地判が示唆するよう
に、組織的に安全教育が不徹底で、安全の
意識や知識が欠けていることで労災が生じ

たような場合、たとえ安全管理者の選任は
行われていたも、職務を果たさせていなか
ったとして、適用されることがある。
その意味では、本法第 条等の教育に

関する規定のほか、事業者らが労働者等に
遵法を指示ないし指導すべき本法上の危害
防止基準のほか、運送業法、建築業法、原
子力規制法等の各種業法上の安全に関する
規制等は、すべて本条に関係することとな
ろう。

運用
適用の実際

匿名行政官（おそらく監督官）より、本
条（第 条）から第 条に至る法定の管
理者等の選任義務規定は、施行令で定める
業種、規模の事業場に対して、安衛則で定
める資格要件を満たす安全管理者等を選任
していないことを確認すれば、一律的に適
用するとの認識が示された。
また、別の匿名行政官（おそらく監督

官）より、企業の中には法令の基準より先
駆的な取り組みもある旨の報告があった。
すなわち、ある九州地方の大手電機工事業
の事業場では、安全巡視者 安全管理者と
の記載はなかった の安全巡視では、巡視
の計画から現場における帳票作成、写真撮
影、巡視結果の整理、印刷等までを つの
タブレットで実施できるようにして、関係
する職員へのスムーズな情報共有を図って
いたという（令和 年度本研究プロジェク
トによる行政官・元行政官向け法令運用実
態調査（三柴丈典担当））。
法第 条は、違反指摘は比較的多い条

規である。後掲の通り、著名な 東海
村臨界事故でも、本条（安全管理者に行わ
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せるべき職務）違反の疑いで、法人として
の と、当時の東海事業所長以下数名
が刑事制裁を受けている。
違反による送検件数を記した令和 年公

表「労働基準関係法令違反に関する公表事
案」（

，最終閲覧日 年 月
日）によれば、令和元年 月 日から 年
間で、本条違反による送検件数は 件だっ
た。しかし、是正勧告を典型とする違反の
指摘件数を記した令和 年労働基準監督年
報（厚生労働省労働基準局、令和 年）の
定期監督等実施状況・法違反状況（令和２
年）では、合計 件に達していた（第
条〔衛生管理者の選任〕の約 分の ）。

関係判例
）刑事事件
もともと厳しい原子力取扱い規制下にあっ
て、ある程度形式的な法令順守はしていた
企業（ ）が、燃料加工の許可を持つ唯
一の事業者であったところ、旧動燃から、
高速増殖炉「常陽」に用いる核燃料溶液の
不定期かつ短期限の発注がかさむ一方で、
経営合理化・人員削減の必要に迫られ、生
産・安全管理体制の上下に臨界管理に詳し
い者が乏しい状態となり、その知識経験に
乏しい者が加工工程の効率化・省略を不用
意に図った結果、ついにはバケツでウラン
と他の物質の溶解作業を行い、貯塔に代え
て沈殿槽で混合均一化作業を行うに至り、
当該沈殿槽で臨界を生ぜしめ、現場管理者
を含む 名を被ばくさせ、このうち作業員
名を急性放射線症から極めて悲惨な経過

で死亡させた事案につき、安全管理体制の
上下にあった管理者全員に業務上過失致死

罪等の刑事責任が認められ、その一部に本
条（安衛法第 条）違反による刑事責任
も認められた例（ 東海村臨界事故事件
水戸地判平成 年 月 日判例タイムズ

号 頁）

【事実の概要】
）被告会社 の概要
被告会社 （ ）は、住友金属鉱山か

ら分離してできた子会社であり、昭和
年に内閣総理大臣から核燃料物質加工事業
の許可を受けて当該事業を営んでおり、本
件臨界事故（以下、「本件事故」ともい
う）は、その東海事業所の転換試験棟で起
きた。転換試験棟は、酸化ウラン粉末や硝
酸ウラニル溶液を製造する施設で、これ以
外には、酸化ウラン粉末を製造する第 ・
第 加工施設棟があった。本件の被告人の
中には、この施設棟での就業経験があって、
転換試験棟での溶液製造との違いを承知せ
ずに危険な行為をとってしまった者もいた。
）加工事業許可の条件
加工事業許可の審査基準（「核燃料施設

安全審査基本指針」）では、臨界事故（＊
ウランのような核分裂物質を含む体系の中
で核分裂が連鎖的持続的に発生する状態を
臨界といい、大量の熱エネルギーのほか、
人体に有害な中性子線等の放射線が多量に
放出される）を防止するため、各種核的制
限の実施（以下、「臨界管理」という）を
要請し、原子炉等規制法に紐づく加工規則
では、いかなる場合にも臨界に達しないよ
う加工を行うべきことや、「必要な知識を
有する者」に加工操作を行わせるべきこと、
加工業者は、保安規定を定めて操業すると
共に必要な指示・監督を行うべきこと、放
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射線業務従事者への保安教育に関する事項
を定めるべきこと等を定めていた。また、
原子炉等規制法第 条の は、核燃料物
質の取扱い上の保安の監督に当たる核燃料
取扱主任者の有資格者からの選任と報告を
義務付けていた。
ここで核的制限とは、臨界の発生防止の

ための各種制限をいい、物質中のウラン濃
度を制限する濃度制限、ウラン容器の形状
を細くして通過量を制限する形状制限、作
業 回あたりのウラン取扱量（バッチ）を
制限する質量制限等がある。要するに、核
燃料を少量ずつ加工することで臨界を防ぐ
方法が採られていた。
） の組織構成と被告人らの属性
被告会社 の組織構成は、東海事業所長

のもとに、技術部、製造部、総務部があり、
技術部には、製品の品質保証等を担当する
グループと、一般安全衛生管理と臨界管理
等を担当する安全管理グループ等があり、
各グループにグループ長が置かれていた。
製造部には、生産工程計画を担当するグル
ープのほか、ウランの加工等を担当する製
造グループがあり、その下には、第１・第
加工施設棟の つの作業班のほか、組織

の合理化によりスタッフが減らされた部署
の遊軍的支援を行い、転換試験棟でのウラ
ンの加工や シリンダー（ウラン輸送
用容器）の点検補助も担当するスペシャル
クルー等が置かれていた。
東海事業所で本件事故が起きた転換試験

棟の安全管理を担当し、本件で刑事責任を
問われた自然人は、以下の 名だった。
①被告人 ：当時の東海事業所長であり、

原子炉等規制法に基づき が策定した保安
規定（以下、「保安規定」という）上の安

全主管者。安全主管者は、核燃料加工に関
する保安を総括し、各管理統括者に指示・
監督する役割。安衛法上の総括安全衛生管
理者でもあり、同法に基づいてＡが策定し
た安全衛生管理規定（以下、「安衛管理規
定」という）では、同職は、安全管理グル
ープ長を含む各部グループ長、安全管理者
を指揮するほか、安全衛生管理に関する指
揮管理全般を担うこととされていた。
②被告人 ：当時の製造部長兼製造グル

ープ長。保安規定上の製造管理統括者であ
り、安衛法上の安全管理者。管理統括者は、
各グループの保安を管理し、各グループ員
に指導・監督すると共に、毎日 回以上、
加工設備等の巡視・点検を行う役割。また、
加工施設の操作を必要な知識を有する者に
操作させる等の責務を負う。安全管理者は、
安衛管理規定上、施設等の安全、作業上の
安全、危険発生時の応急措置等とその教育
訓練等の技術的事項を管理することとされ
ていた。
③被告人 ：当時の核燃料取扱主任者。

核燃料取扱主任者は、原子炉等規制法によ
り選任が義務付けられ、 の保安規定上、
安全主管者が選任し、同者への意見具申、
教育訓練計画の作成への関与、核燃料物質
取扱者への指示等を行う役割。
④被告人 ：当時の製造部製造グループ

職場長。
⑤被告人 ：当時の製造部計画グループ

主任。
⑥被告人 ：当時のスペシャルクルー副

長。
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射線業務従事者への保安教育に関する事項
を定めるべきこと等を定めていた。また、
原子炉等規制法第 条の は、核燃料物
質の取扱い上の保安の監督に当たる核燃料
取扱主任者の有資格者からの選任と報告を
義務付けていた。
ここで核的制限とは、臨界の発生防止の

ための各種制限をいい、物質中のウラン濃
度を制限する濃度制限、ウラン容器の形状
を細くして通過量を制限する形状制限、作
業 回あたりのウラン取扱量（バッチ）を
制限する質量制限等がある。要するに、核
燃料を少量ずつ加工することで臨界を防ぐ
方法が採られていた。
） の組織構成と被告人らの属性
被告会社 の組織構成は、東海事業所長

のもとに、技術部、製造部、総務部があり、
技術部には、製品の品質保証等を担当する
グループと、一般安全衛生管理と臨界管理
等を担当する安全管理グループ等があり、
各グループにグループ長が置かれていた。
製造部には、生産工程計画を担当するグル
ープのほか、ウランの加工等を担当する製
造グループがあり、その下には、第１・第
加工施設棟の つの作業班のほか、組織

の合理化によりスタッフが減らされた部署
の遊軍的支援を行い、転換試験棟でのウラ
ンの加工や シリンダー（ウラン輸送
用容器）の点検補助も担当するスペシャル
クルー等が置かれていた。
東海事業所で本件事故が起きた転換試験

棟の安全管理を担当し、本件で刑事責任を
問われた自然人は、以下の 名だった。
①被告人 ：当時の東海事業所長であり、

原子炉等規制法に基づき が策定した保安
規定（以下、「保安規定」という）上の安

全主管者。安全主管者は、核燃料加工に関
する保安を総括し、各管理統括者に指示・
監督する役割。安衛法上の総括安全衛生管
理者でもあり、同法に基づいてＡが策定し
た安全衛生管理規定（以下、「安衛管理規
定」という）では、同職は、安全管理グル
ープ長を含む各部グループ長、安全管理者
を指揮するほか、安全衛生管理に関する指
揮管理全般を担うこととされていた。
②被告人 ：当時の製造部長兼製造グル

ープ長。保安規定上の製造管理統括者であ
り、安衛法上の安全管理者。管理統括者は、
各グループの保安を管理し、各グループ員
に指導・監督すると共に、毎日 回以上、
加工設備等の巡視・点検を行う役割。また、
加工施設の操作を必要な知識を有する者に
操作させる等の責務を負う。安全管理者は、
安衛管理規定上、施設等の安全、作業上の
安全、危険発生時の応急措置等とその教育
訓練等の技術的事項を管理することとされ
ていた。
③被告人 ：当時の核燃料取扱主任者。

核燃料取扱主任者は、原子炉等規制法によ
り選任が義務付けられ、 の保安規定上、
安全主管者が選任し、同者への意見具申、
教育訓練計画の作成への関与、核燃料物質
取扱者への指示等を行う役割。
④被告人 ：当時の製造部製造グループ

職場長。
⑤被告人 ：当時の製造部計画グループ

主任。
⑥被告人 ：当時のスペシャルクルー副

長。
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） のコンプライアンスの変遷：安全秩
序溶解の経過
被告会社 は、昭和 年に、当時の動

力炉・核燃料開発事業団（後の核燃料サイ
クル開発機構。以下、「サイクル機構」と
いう）から、高速増殖炉「常陽」用の濃縮
度約 ％（通常の発電所用の燃料の濃度
は 程度なのでかなりの濃度）の二酸
化ウラン粉末と硝酸ウラニル溶液の製造依
頼を受け、昭和 年 月に両作業が可能
な加工事業の変更許可を受けた。このうち、
転換試験棟での後者の溶液製造作業（「溶
液製造作業」）の許可を受けた工程は、図
と図 の「正規の手順」であり、以下の
つの工程から成っていた。
①第 工程：八酸化三ウラン粉末に他の

物質（硝酸と純水）を加えて溶解、貯留、
沈殿させる、仮焼きする等により精製する
工程。途中段階では溶液状態である（図
も参照されたい）。
②第 工程：第 工程で精製された八酸

化三ウランに第 工程と同じく硝酸と純水
を加えて再溶解させ、貯塔でじっくり混合
して均一化させ、製品（硝酸ウラニル）を
得る工程。

新工程での操業開始当時（＊ただし、こ
の頃は、まだ第 工程しか稼働させていな
かった模様）、転換試験棟では、溶解塔と
抽出等に直径を 以下とする形状制
限がなされていたが、本件事故を生じた沈
殿槽には形状制限はなされておらず、代わ
りに、沈殿槽に投入するウランを バッチ

ウラン以下とする質量制限のほか、
第 工程の溶解から沈殿までの各段階で投
入されるウランを バッチ以下として、そ
こで精製されたウランを用いるその後の工
程のウラン投入量が結果的に バッチ以下
となるようにする方法（「 バッチ縛
り」）が採られていた。
しかし、 バッチ縛りは、非常に効率が

悪く、製品の品質にも悪影響を与えかねな
いことから、昭和 年 月に開始された
常陽第 次操業以後、複数バッチの連続操
業が行われるようになった。また、昭和

年に開始された常陽第 次操業で初め
て硝酸ウラニル溶液の発注を受けた際、転
換試験棟主任乙らにより、おそらく第 工
程の溶解作業で活用するため、いわゆるク
ロスブレンド法（精製された八酸化三ウラ
ン粉末を溶解塔で バッチずつ溶解し、
本の容器に均等分量ずつ小分けし、各容器
内で硝酸ウラニル溶液の混合を行って濃度
等を均一化する方法：貯塔等を用いない方
法）が考案され、溶液製造作業中の混合均
一化（以下、単に「混合均一化」という）
の方法として採用され、手順書にも記載さ
れた。
さらに、常陽第 次操業の際には、急に

タイトな納期で多量の硝酸ウラニルを受注
したことを受け、被告人 、乙、品質保証
部の丁らの検討により、第 工程で、溶解
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塔の代わりにステンレス製バケツを用いて
再溶解作業を行う方法が考案され、被告人
の了承を得て、平成 年 月ころ（第

次操業時）から採用された。被告人 は、
作業員に自らこの方法を指導した。また、
その指導下で、品質保証部の丁により、手
順書が作成された。
しかし、それでも不自由と考えられる事

態が生じた。すなわち、平成 年 月こ
ろ、サイクル機構から常陽第 次操業用硝
酸ウラニル溶液の従来の 倍の出荷を求め
られ、被告人 の指示を受けた乙の検討に
より、貯塔に仮設配管を取り付け、ポンプ
で溶液を循環させることで混合均一化が可
能と判明し、後任の主任である丙にもその
方法が引き継がれ、丙が若干の工夫を加え
て、被告人 、 の了承も得られたため、
以後、混合均一化は、この方法（以下、
「貯塔での混合均一化方式」という）で行
われるようになった。
この頃、丙は、上記のステンレス製バケ

ツによる溶解作業についても引継ぎを受け
たが、第 工程か第 工程か不明確だった
ため、両工程で実施するようになった。ま
た、平成 年 月ころ、第 工程に関す
る手順書（ステンレス製バケツによる溶解、
貯塔での混合均一化の方法を記載したも
の）を作成し、被告人Ｃの承認のもと、翌
月に発行された。
他方、平成 年ころ、被告会社 では、

急激な円高と電力事業自由化のあおりを受
け、事業再構築（「リエンジ」）を余儀な
くされ、加工施設棟の作業班の班数と班員
数が減らされると共に、賄いきれなくなっ
た様々な業務を担当するため、丙が管理し、
戊らが班員となるスペシャルクルーが発足

し、 シリンダーの点検補助等と共にウ
ラン加工も担当することとなった。平成
年 月頃には、庚、 、 がクルーに加

わり、被告人 が 名いる副長（以前の
作業班のリーダーに相当）の 人に就任し
た。しかし、遊軍的に多能工の役割を求め
られた班員の臨界等に関する知識は不十分
だった。被告人 は、臨界について、基
本的教育しか受けず、具体的内容を十分に
理解せず、核的制限のうち濃度制限を知ら
ず、ウランが溶液のままなら臨界にならな
い等と誤解していた。 以外の班員も、臨
界管理方法について必要な教育指導を受け
ていなかった。
平成 年 月、 とサイクル機構の間

で常陽第 次操業について契約が成立し、
転換試験棟で濃縮度約 ％弱（高濃度）
の硝酸ウラニル溶液の製造（以下、「本件
操業」という）が予定された。もとより溶
液製造作業は不定期にしか実施されないう
え、本件操業は約 年 か月ぶりの実施
となり、スペシャルクルー班員には溶液製
造作業に詳しい者が誰もいなかったが、被
告人 から操業予定を伝えられた被告人
は、手順書をみれば何とかなる旨回答した。
契約実施のための作業指示書（

： 。おそらくステン
レス製バケツによる溶解作業を含むもの）
は、混合均一化に関する部分を除き、被告
人 が作成した。これを 、 、 で審査
した際、 が、混合均一化はクロスブレン
ド法で行う旨説明したところ、 が、現在
は貯塔で行っている旨（貯塔での均一化方
式の採用）を述べると共に、やはり、作業
経験のある戊に尋ねたり手順書を見れば何
とかなる旨述べたが、 自身では手順書を
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塔の代わりにステンレス製バケツを用いて
再溶解作業を行う方法が考案され、被告人
の了承を得て、平成 年 月ころ（第

次操業時）から採用された。被告人 は、
作業員に自らこの方法を指導した。また、
その指導下で、品質保証部の丁により、手
順書が作成された。
しかし、それでも不自由と考えられる事

態が生じた。すなわち、平成 年 月こ
ろ、サイクル機構から常陽第 次操業用硝
酸ウラニル溶液の従来の 倍の出荷を求め
られ、被告人 の指示を受けた乙の検討に
より、貯塔に仮設配管を取り付け、ポンプ
で溶液を循環させることで混合均一化が可
能と判明し、後任の主任である丙にもその
方法が引き継がれ、丙が若干の工夫を加え
て、被告人 、 の了承も得られたため、
以後、混合均一化は、この方法（以下、
「貯塔での混合均一化方式」という）で行
われるようになった。
この頃、丙は、上記のステンレス製バケ

ツによる溶解作業についても引継ぎを受け
たが、第 工程か第 工程か不明確だった
ため、両工程で実施するようになった。ま
た、平成 年 月ころ、第 工程に関す
る手順書（ステンレス製バケツによる溶解、
貯塔での混合均一化の方法を記載したも
の）を作成し、被告人Ｃの承認のもと、翌
月に発行された。
他方、平成 年ころ、被告会社 では、

急激な円高と電力事業自由化のあおりを受
け、事業再構築（「リエンジ」）を余儀な
くされ、加工施設棟の作業班の班数と班員
数が減らされると共に、賄いきれなくなっ
た様々な業務を担当するため、丙が管理し、
戊らが班員となるスペシャルクルーが発足

し、 シリンダーの点検補助等と共にウ
ラン加工も担当することとなった。平成
年 月頃には、庚、 、 がクルーに加

わり、被告人 が 名いる副長（以前の
作業班のリーダーに相当）の 人に就任し
た。しかし、遊軍的に多能工の役割を求め
られた班員の臨界等に関する知識は不十分
だった。被告人 は、臨界について、基
本的教育しか受けず、具体的内容を十分に
理解せず、核的制限のうち濃度制限を知ら
ず、ウランが溶液のままなら臨界にならな
い等と誤解していた。 以外の班員も、臨
界管理方法について必要な教育指導を受け
ていなかった。
平成 年 月、 とサイクル機構の間

で常陽第 次操業について契約が成立し、
転換試験棟で濃縮度約 ％弱（高濃度）
の硝酸ウラニル溶液の製造（以下、「本件
操業」という）が予定された。もとより溶
液製造作業は不定期にしか実施されないう
え、本件操業は約 年 か月ぶりの実施
となり、スペシャルクルー班員には溶液製
造作業に詳しい者が誰もいなかったが、被
告人 から操業予定を伝えられた被告人
は、手順書をみれば何とかなる旨回答した。
契約実施のための作業指示書（

： 。おそらくステン
レス製バケツによる溶解作業を含むもの）
は、混合均一化に関する部分を除き、被告
人 が作成した。これを 、 、 で審査
した際、 が、混合均一化はクロスブレン
ド法で行う旨説明したところ、 が、現在
は貯塔で行っている旨（貯塔での均一化方
式の採用）を述べると共に、やはり、作業
経験のある戊に尋ねたり手順書を見れば何
とかなる旨述べたが、 自身では手順書を
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確認しなかった。 は、特に検討せず、当
該 を承認した。 からの説明を受け
て、被告人 も特に検討せずに当該
を承認した。
平成 年 月前半、スペシャルクルー

の己は、本件操業開始に先立ち、戊からの
指導を思い返し、庚、 に、ステンレス製
バケツによる溶解作業を前提とした溶解及
び抽出方法（ステンレスバケツでの溶解後
の溶液をポリバケツに入れて濃度調整し、
ポンプで抽出塔へ送る溶媒抽出工程）を教
え、同月 日までには、 バッチ分のウ
ランにつき、乙、庚、 、 の 名を 人
ずつ組ませて第 工程の作業をさせた。被
告人 は、現場に赴き進行状況を確認し
ていた。
被告人 が第 工程の準備を始めた際、

当初は、仮設配管を接続し、貯塔で混合均
一化作業を行おうと考えたが、溶液の出し
入れのため仮設配管を 本設ける必要性を
認識できなかったこともあり、その方法に
不便を感じていると伝えたところ、 から
沈殿槽の使用（以下、「沈殿槽使用方式」
という）を提案され、 も、撹拌機がある
こと等から作業効率が良いとして賛成した。
この際、 は、知識不足から、これまで沈
殿槽が用いられなかった理由は、沈殿槽内
の汚泥が溶液に紛れることによる品質悪化
問題であり、十分な洗浄により解消できる
と考え、溶液であれば、濃度の高まりによ
る臨界は生じないと誤解していた。
ただ、注入口となるハンドホールが小さ

く、硝酸ウラニル溶液がこぼれる可能性を
慮り、漏斗を差し込んで注入することとを
発案して と に伝えた。

【漏斗（ろうと）】

（イラスト：辻井タカヒロ氏）

平成 年 月 日、被告人 は、
と が沈殿槽等を十分に洗浄したことを確
認したうえ、被告人 に沈殿槽使用方式に
ついて承認を得て、再溶解作業を開始させ
た。 日から 日にかけて、 と は、
の指示に基づき、第 工程で精製済みの

八酸化三ウラン粉末を バッチずつステン
レス製バケツに入れて溶解し、ろ過器でろ
過した後、ステンレス製のバケツかビーカ
ーに入れた硝酸ウラニル溶液を、漏斗を差
し込んだハンドホールを通じて順次、沈殿
槽に注入した。 日に バッチ分沈殿槽
に注入するところまで完了し、 日には、
残る バッチ分の注入を再開した。この際、
当初は が漏斗を支えていたが（図参照）、
途中、被告人 が支えを代わったことが
あった。
したところ、臨界事故が発生し、 と

は、多量の中性子線等の放射線を被ばくし、
その後、徐々に皮膚の殆どがはがれ落ちて
再生不能、焼けただれ、人体が溶解してい
くような、言語を絶する無残な状態となり、
はその約 か月後、 はその約半年後に、

多臓器不全により死亡した。 も被ばくし
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て約 か月間入院したが、命はとりとめた。

【ウラニル溶液注入の様子】

（環境科学技術研究所の サイト
（

，最終閲覧日
年 月 日。原子力安全委員会ウラン加
工工事事故調査委員会報告（平成 年
月 日）を加工したもの）

） の安全管理体制
被告会社 の安全管理体制は以下の通り

だった。
上記の通り、保安規定に基づく安全主管

者として歴代の東海事業所長が選任され、
管理統括者として各グループ長が選任され
ていたが、安全主管者から各管理統括者に
保安確保措置の指示・監督はなされず、教
育訓練計画を定めることもなく、各管理統
括者も、既定通りの巡視・点検はせず、作
業員の知識を確認する手続きはなく、作業
員への保安上の指導等も殆ど行われていな
かった。

原子炉等規制法及び の保安規定に基づ
き、核燃料取扱主任者も選任されていたが、
安全主管者に教育訓練計画に関することを
含め、意見具申はせず、安全管理グループ
が策定した計画の追認にとどまっており、
交代の際の引継ぎもされていなかった。
やはり、保安規定に基づき、安全主管者

の諮問機関として、核燃料加工の保安を審
議する安全専門委員会が設置され、平成
年 月に技術課長、被告人 、 、 らが
出席し、転換試験棟での臨界管理方法が議
題とされ、複数バッチがある連続操業、ス
テンレス製バケツを使用した八酸化三ウラ
ンの溶解、貯塔での混合均一化方式等の現
状が報告されたが、一同同意し、被告人Ａ
での承認に至った。
東海事業所には、所長直属で、一般安全

衛生管理と臨界管理、職員への教育訓練を
担う安全管理室があったが、リエンジで実
質的に格下げされて技術部内の安全管理グ
ループとなり、臨界の専門知識の保有者は
配置されず、臨界に関する規定や手順書の
審査についても、もとより被告会社 では
これらの審査手続きが明確化されておらず、
同グループが実施することもなかった。
前述の通り、Ａでは、安衛法に基づく安

全衛生管理規定を定め、総括安全衛生管理
者と安全管理者を選任していたが、核燃料
物質の加工工程における臨界管理方法等に
ついての教育訓練は殆ど行っていなかった。
以上の経過を踏まえ、被告人 ないし
が、それぞれの過失の競合により臨界事

故を発生させ、 と を死亡させたという
業務上過失致死、被告人 ないし が、
ウラン加工に際して許可を受けずに加工施
設の設備を変更したという原子炉等規制法
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て約 か月間入院したが、命はとりとめた。

【ウラニル溶液注入の様子】

（環境科学技術研究所の サイト
（

，最終閲覧日
年 月 日。原子力安全委員会ウラン加
工工事事故調査委員会報告（平成 年
月 日）を加工したもの）

） の安全管理体制
被告会社 の安全管理体制は以下の通り

だった。
上記の通り、保安規定に基づく安全主管

者として歴代の東海事業所長が選任され、
管理統括者として各グループ長が選任され
ていたが、安全主管者から各管理統括者に
保安確保措置の指示・監督はなされず、教
育訓練計画を定めることもなく、各管理統
括者も、既定通りの巡視・点検はせず、作
業員の知識を確認する手続きはなく、作業
員への保安上の指導等も殆ど行われていな
かった。

原子炉等規制法及び の保安規定に基づ
き、核燃料取扱主任者も選任されていたが、
安全主管者に教育訓練計画に関することを
含め、意見具申はせず、安全管理グループ
が策定した計画の追認にとどまっており、
交代の際の引継ぎもされていなかった。
やはり、保安規定に基づき、安全主管者

の諮問機関として、核燃料加工の保安を審
議する安全専門委員会が設置され、平成
年 月に技術課長、被告人 、 、 らが
出席し、転換試験棟での臨界管理方法が議
題とされ、複数バッチがある連続操業、ス
テンレス製バケツを使用した八酸化三ウラ
ンの溶解、貯塔での混合均一化方式等の現
状が報告されたが、一同同意し、被告人Ａ
での承認に至った。
東海事業所には、所長直属で、一般安全

衛生管理と臨界管理、職員への教育訓練を
担う安全管理室があったが、リエンジで実
質的に格下げされて技術部内の安全管理グ
ループとなり、臨界の専門知識の保有者は
配置されず、臨界に関する規定や手順書の
審査についても、もとより被告会社 では
これらの審査手続きが明確化されておらず、
同グループが実施することもなかった。
前述の通り、Ａでは、安衛法に基づく安

全衛生管理規定を定め、総括安全衛生管理
者と安全管理者を選任していたが、核燃料
物質の加工工程における臨界管理方法等に
ついての教育訓練は殆ど行っていなかった。
以上の経過を踏まえ、被告人 ないし
が、それぞれの過失の競合により臨界事

故を発生させ、 と を死亡させたという
業務上過失致死、被告人 ないし が、
ウラン加工に際して許可を受けずに加工施
設の設備を変更したという原子炉等規制法
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違反、被告人 が、安全管理者 をして
東海事業所勤務の労働者に対して臨界管理
方法に関する安全教育を実施させなかった
という労働安全衛生法違反により、起訴さ
れた。

【判旨～起訴された罪状の全てにつき各被
告人共に有罪～】
）主文と総論

被告人 ：罰金 万円
被告人 ：禁固 年及び罰金 万円
被告人 ：禁固 年、執行猶予 年
被告人 ・ ・ ：禁固 年、執行猶

予 年
被告人 ：禁固 年 月、執行猶予

年

核燃料物質は、非常に危険な物質なので、
その取扱いには厳しい制限があり、その安
全につき細心の注意と施策が求められてい
る。本件臨界事故の直接的原因は、被告人
が被害者両名に形状制限のない沈殿槽内

に合計約 バッチ分のウラン含有硝酸ウラ
ニル溶液の注入を指示したことにあり、そ
の過失は極めて単純かつ重大である。

以外の各被告人も、核燃料物質の危険
性を十分認識せず、 の誤った指示を防止
できなかったから、刑事責任は重い。さら
にその背景には、被告会社 の長年にわた
る安全軽視の姿勢があった。
被害者両名は、 は 歳、 は 歳と

いう人生で最も充実した時期に愛する家族
を残して先立たねばならなかったのであり、
無念は察するに余りある。両名は、 は約
か月、 は約 か月もの闘病生活を送っ

た末に死亡した。家族も容態の悪化をなす
すべなく見守り、生前の姿を想像できない
ほど変わり果てた遺体と対面するという結
末は、あまりにも残酷かつ悲惨である。
加えて、事業所の周辺住民などに数百人

の被ばく者を出し、風評被害による農水産
物の売り上げ減少などの地域社会への打撃、
原子力の安全性についての国民の信頼の著
しい毀損など、本件の影響は極めて深刻で
ある。
）被告会社 について
無許可で加工施設の設備を変更したこと

は、厳格な取扱い規制で核燃料物質等によ
る災害防止を図った原子炉等規制法の趣旨
を没却するものである。それも、許可後初
めての製造段階から複数バッチの連続操業
を行っていたことは、当初から許可内容を
遵守する意識を欠いていた。
確かに、 バッチ縛りを順守すれば、極

めて非効率で製品の品質にも悪影響が及ぶ
が、その許可内容を受け入れるか否かは被
告会社の経営上の判断だし、臨界事故解析
（＊臨界事故が起きる条件（溶液の温度、
濃度等）を算出し、防止を図る手法のこと
と思われる）による選択肢もあったし、特
別な許可によって危険な操業をする企業に
とって最低限の企業倫理だった。
弁護人は、サイクル機構による配慮を欠

く発注にも原因があったとも主張するが、
発注者が無理を承知の受注を認識していた
とは認められず、むしろ被告人 側の意向
で受注していた。
また、安全管理者から作業員への指示・

監督が殆どなされず、系統立てた臨界教育
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も、個々の作業員の知識・能力の検証も行
われないなどの労働安全衛生法違反 は、
の長年の安全軽視姿勢の表れであり、組

織の末端から幹部までが危険認識を欠く事
態を招いた。
）被告人 について

は本件事故当時の東海事業所の操業の
最高責任者であり、核燃料物質の取扱いに
ついて十分な知識経験を有していたから、
被告人 及び 、 らに本件操業を行わせ
るにあたり、内閣総理大臣の許可内容を遵
守した加工作業を行うよう、自身及び部下
職員に指示・監督を行うと共に、臨界管理
方法に関する臨界教育を行う等、臨界事故
防止に向けた諸施策を講じる責務を負って
いたが、怠った業務上の過失がある。
平成 年 月（リエンジでスペシャルク

ルーが組織された頃）以後、被告人 及び
と共謀して、（第 工程と第 工程共

に？）許可を受けた溶解装置に代えて、ス
テンレス製バケツを用いたことは、無許可
の加工施設の設備の変更であり、原子炉等
規制法違反にあたる。
所長着任以後の約 か月間、安全管理者
をして、 、 らスペシャルクルー班員

に対して核的制限に関する安全教育を実施
しなかったこと等は、労働安全衛生法違反
にあたる。
また、 バッチ縛りの逸脱、ステンレス

本件操業が危険な放射線業務（労働安全
衛生法施行令別表第２、電離則第 条第
項）に当たることから、就業制限に関する
法第 条違反を認識しているように思わ
れる。

製バケツを用いたウランの溶解、貯塔での
混合均一化方法等を了承していたから、刑
事責任は極めて重いが、間接的な監督・管
理責任であること、その過失が組織的過失
の一環であること、所長就任から本件事故
まで僅か か月程度であり、就任時点で常
陽第 次操業は既定方針だったこと、短期
間に事業所の安全管理体制の再構築と意識
改革を成し遂げるのは事実上不可能だった
こと、許可内容からの逸脱は以前からで、
歴代の所長らにも責任があること、遺族に
個人的にも慰謝し、被告会社 を懲戒解雇
され、本件事故が広く報道される等相当の
社会的制裁を受け、前科前歴がないこと等
は量刑判断上有利に作用する。
業務上過失致死罪は禁固刑、原子炉等規

制法違反罪は懲役だが、犯情の重い前者で
処断し（刑法第 条）、安衛法違反罪の
罰金を併合し、主文の通り判決する。
）被告人 について

は、製造部長兼製造グループ長として
製造部門の最高責任者として に次ぐ地位
にあり、核燃料物質加工等の業務全般を統
括していた。また、保安規定上の製造管理
統括者、安衛法上の安全管理者として、そ
れに関わる安全確保にも従事していたから、
溶液製造作業一般や転換試験棟での作業状
況等をよく知っていた。よって、 と同様
に、被告人 及び 、 らに本件操業を行
わせるにあたり、内閣総理大臣の許可内容
を遵守した加工作業を行うよう、自身及び
部下職員に指示・監督を行うと共に、臨界
管理方法に関する臨界教育を行う等、臨界
事故防止に向けた諸施策を講じる責務を負
っていたが、怠った業務上の過失がある。
原子炉等規制法違反罪については と同
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も、個々の作業員の知識・能力の検証も行
われないなどの労働安全衛生法違反 は、
の長年の安全軽視姿勢の表れであり、組

織の末端から幹部までが危険認識を欠く事
態を招いた。
）被告人 について

は本件事故当時の東海事業所の操業の
最高責任者であり、核燃料物質の取扱いに
ついて十分な知識経験を有していたから、
被告人 及び 、 らに本件操業を行わせ
るにあたり、内閣総理大臣の許可内容を遵
守した加工作業を行うよう、自身及び部下
職員に指示・監督を行うと共に、臨界管理
方法に関する臨界教育を行う等、臨界事故
防止に向けた諸施策を講じる責務を負って
いたが、怠った業務上の過失がある。
平成 年 月（リエンジでスペシャルク

ルーが組織された頃）以後、被告人 及び
と共謀して、（第 工程と第 工程共

に？）許可を受けた溶解装置に代えて、ス
テンレス製バケツを用いたことは、無許可
の加工施設の設備の変更であり、原子炉等
規制法違反にあたる。
所長着任以後の約 か月間、安全管理者
をして、 、 らスペシャルクルー班員

に対して核的制限に関する安全教育を実施
しなかったこと等は、労働安全衛生法違反
にあたる。
また、 バッチ縛りの逸脱、ステンレス

本件操業が危険な放射線業務（労働安全
衛生法施行令別表第２、電離則第 条第
項）に当たることから、就業制限に関する
法第 条違反を認識しているように思わ
れる。

製バケツを用いたウランの溶解、貯塔での
混合均一化方法等を了承していたから、刑
事責任は極めて重いが、間接的な監督・管
理責任であること、その過失が組織的過失
の一環であること、所長就任から本件事故
まで僅か か月程度であり、就任時点で常
陽第 次操業は既定方針だったこと、短期
間に事業所の安全管理体制の再構築と意識
改革を成し遂げるのは事実上不可能だった
こと、許可内容からの逸脱は以前からで、
歴代の所長らにも責任があること、遺族に
個人的にも慰謝し、被告会社 を懲戒解雇
され、本件事故が広く報道される等相当の
社会的制裁を受け、前科前歴がないこと等
は量刑判断上有利に作用する。
業務上過失致死罪は禁固刑、原子炉等規

制法違反罪は懲役だが、犯情の重い前者で
処断し（刑法第 条）、安衛法違反罪の
罰金を併合し、主文の通り判決する。
）被告人 について

は、製造部長兼製造グループ長として
製造部門の最高責任者として に次ぐ地位
にあり、核燃料物質加工等の業務全般を統
括していた。また、保安規定上の製造管理
統括者、安衛法上の安全管理者として、そ
れに関わる安全確保にも従事していたから、
溶液製造作業一般や転換試験棟での作業状
況等をよく知っていた。よって、 と同様
に、被告人 及び 、 らに本件操業を行
わせるにあたり、内閣総理大臣の許可内容
を遵守した加工作業を行うよう、自身及び
部下職員に指示・監督を行うと共に、臨界
管理方法に関する臨界教育を行う等、臨界
事故防止に向けた諸施策を講じる責務を負
っていたが、怠った業務上の過失がある。
原子炉等規制法違反罪については と同
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じ。
また、貯塔での混合均一化方法の検討を

指示して了承し、ステンレス製バケツを使
用した再溶解作業を自ら指導し、またそれ
が記載された手順書を承認し、安全専門委
員会で、これらの作業や バッチ縛りの逸
脱等を了承するなど、 と共に被告会社
の安全軽視姿勢の形成に深く関与した。
しかし、間接的な監督・管理責任である

こと、その過失が組織的過失の一環である
こと、遺族に個人的にも慰謝し、 を懲戒
解雇されていること、前科前歴がないこと
等は量刑判断上有利に作用する。
業務上過失致死罪は禁固刑、原子炉等規

制法違反罪は懲役だが、犯情の重い前者で
処断し（刑法第 条）、主文の通り判決
する。
）被告人 について
（略）
）被告人 について
（略）
）被告人 について
本件事故当時、製造部計画グループ主任

であり、事故直前に被告人 に沈殿槽使
用方式を承認したことは、質量制限の核的
制限を遵守させて臨界を防止すべき業務上
の注意義務を怠った過失にあたる。当該承
認がなければ、本件事故は発生しなかった
ことから、その刑事責任は重大だが、同人
の職務は工程管理等であって らスペシ
ャルクルーを監督する立場になく、被告会
社 から臨界管理方法等について十分な教
育を受けていなかったこと、遺族に個人的
にも慰謝し、 を懲戒解雇されていること、
軽微なものを除き、前科前歴がないこと等
は量刑判断上有利に作用する。

よって、主文の通り判決する。
）被告人 について

は、スペシャルクルー副長の立場にあ
り、 と に手順書等の臨界管理方法に従
った加工作業を行わせる業務上の注意義務
を怠った業務上の過失がある。
本件操業に必要な知識経験を欠くのに手

順書等を確認せず、安易に沈殿槽使用方式
を実施したこと等から、本件臨界事故発生
の直接原因は にあり、その刑事責任は
重大だが、被告会社 から臨界管理方法等
について十分な教育を受けていない等、
の安全管理体制の不備が の過失の背景
にあること、本人も被ばく等により約 か
月入院したこと、 から出勤停止 日の
処分を受けたこと、遺族に個人的にも慰謝
し、前科前歴がないこと等は量刑判断上有
利に作用する。
よって、主文の通り判決する。

【判決から汲み取り得る示唆】
・本件では、判決の法的判断より、認定

事実から、労災防止上非常に有益な示唆を
得られる。
それは、事業組織の安全の要素（安全規

程の遵守、安全教育、安全人材、製造業に
おける安全な工程等）は、たとえ核燃料の
ような特別に危険有害なものとの関係でも、
発注者からの短期日、不定期な注文、生産
効率の追求、そして、時間の経過、安全を
崩す伝承の連鎖により、いとも簡単に失わ
れてしまうということである。
・法的判断との関係では、本件について、

安衛法上は安全管理者の選任にかかる本条
が適用されていることから、やはり安全衛
生における管理体制整備による、横断的専
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門性に基づき現場事情に応じたリスク管理
と管理者を通じた情報共有の重要性が示唆
される。
また、安全衛生の管理体制が整備される

ことで、作業関係者（管理者、作業者ら）
に安全教育が行きわたると解されているこ
とも特筆されよう。
・量刑判断において、その権限と知識に

注目し、災害について直接的な責任を負う
現場管理者より上位の管理者に重い刑が科
されたことも注目される。本件では、安全
管理者も比較的上位の管理者だったが、事
業所長であった総括安全衛生管理者の方が
重い刑を科されている。

）民事事件
・第 条（安全委員会）に関する注釈

で後掲する サプライ 知的障害者死亡災
害 事件東京地八王子支判平成 年 月
日等を参照されたい。

第 条

条文
（衛生管理者）

第十二条 事業者は、政令で定める規模
の事業場ごとに、都道府県労働局長の
免許を受けた者その他厚生労働省令で
定める資格を有する者のうちから、厚
生労働省令で定めるところにより、当
該事業場の業務の区分に応じて、衛生
管理者を選任し、その者に第十条第一
項各号の業務（第二十五条の二第二項
の規定により技術的事項を管理する者
を選任した場合においては、同条第一
項各号の措置に該当するものを除

く。）のうち衛生に係る技術的事項を
管理させなければならない。

２ 前条第二項の規定は、衛生管理者に
ついて準用する。

趣旨と内容
趣旨

安全衛生業務のうち、安全は生産管理や
機械・設備との関係が濃いが、衛生は化学
物質、細菌、疾病などとの関係が濃く、医
学や衛生学などの高い専門性が必要なこと
を前提に、事業者（≒総括安全衛生管理
者）の行うべき安全衛生業務のうち衛生関
係を担わせることを事業者に義務づけた規
定である。現行法の施行通達には、安全衛
生管理を生産活動と一体化させるために法
定された総括安全衛生管理者を補佐する存
在と記されている（昭和 年 月 日基
発第 号）。
堀江教授が整理した通り（図 参照）、

日本の衛生管理者制度は、工場法時代の工
場医制度（ 年（昭和 年））に始ま
る。安全管理者に関する解説でも述べた通
り、土木建築工事場安全衛生規則（昭和

年 月 日内務省令第 号）や土石
採取場安全及び衛生規則（昭和 年 月
日内務省令第 号）では、その制定当初
から安全衛生管理人を選任すべきことが定
められていた。
工場医制度は、労働基準法が制定された

年（昭和 年）に医師である衛生管
理者制度に引き継がれ、それと同時に、医
師でない衛生管理者制度も創設され、これ
をもって、安全管理者と衛生管理者が区分
された。同法に紐付く旧安衛則時代の

年（昭和 年）には主任の衛生管理
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門性に基づき現場事情に応じたリスク管理
と管理者を通じた情報共有の重要性が示唆
される。
また、安全衛生の管理体制が整備される

ことで、作業関係者（管理者、作業者ら）
に安全教育が行きわたると解されているこ
とも特筆されよう。
・量刑判断において、その権限と知識に

注目し、災害について直接的な責任を負う
現場管理者より上位の管理者に重い刑が科
されたことも注目される。本件では、安全
管理者も比較的上位の管理者だったが、事
業所長であった総括安全衛生管理者の方が
重い刑を科されている。

）民事事件
・第 条（安全委員会）に関する注釈

で後掲する サプライ 知的障害者死亡災
害 事件東京地八王子支判平成 年 月
日等を参照されたい。

第 条

条文
（衛生管理者）

第十二条 事業者は、政令で定める規模
の事業場ごとに、都道府県労働局長の
免許を受けた者その他厚生労働省令で
定める資格を有する者のうちから、厚
生労働省令で定めるところにより、当
該事業場の業務の区分に応じて、衛生
管理者を選任し、その者に第十条第一
項各号の業務（第二十五条の二第二項
の規定により技術的事項を管理する者
を選任した場合においては、同条第一
項各号の措置に該当するものを除

く。）のうち衛生に係る技術的事項を
管理させなければならない。

２ 前条第二項の規定は、衛生管理者に
ついて準用する。

趣旨と内容
趣旨

安全衛生業務のうち、安全は生産管理や
機械・設備との関係が濃いが、衛生は化学
物質、細菌、疾病などとの関係が濃く、医
学や衛生学などの高い専門性が必要なこと
を前提に、事業者（≒総括安全衛生管理
者）の行うべき安全衛生業務のうち衛生関
係を担わせることを事業者に義務づけた規
定である。現行法の施行通達には、安全衛
生管理を生産活動と一体化させるために法
定された総括安全衛生管理者を補佐する存
在と記されている（昭和 年 月 日基
発第 号）。
堀江教授が整理した通り（図 参照）、

日本の衛生管理者制度は、工場法時代の工
場医制度（ 年（昭和 年））に始ま
る。安全管理者に関する解説でも述べた通
り、土木建築工事場安全衛生規則（昭和

年 月 日内務省令第 号）や土石
採取場安全及び衛生規則（昭和 年 月
日内務省令第 号）では、その制定当初
から安全衛生管理人を選任すべきことが定
められていた。
工場医制度は、労働基準法が制定された

年（昭和 年）に医師である衛生管
理者制度に引き継がれ、それと同時に、医
師でない衛生管理者制度も創設され、これ
をもって、安全管理者と衛生管理者が区分
された。同法に紐付く旧安衛則時代の

年（昭和 年）には主任の衛生管理
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者制度が創設された。同じく 年（昭
和 年）に、一定の規模・業種の事業場
を対象に専任の衛生管理者制度が設けられ
ると同時に、作業環境管理等の衛生工学的
措置を必要とする一定の有害業務がある事
業場を対象に衛生工学衛生管理者制度が設
けられ、 年（昭和 年）の安衛法制
定に際して、医師である衛生管理者制度は
産業医制度に引き継がれ、医師でない衛生
管理者制度は、現在の衛生管理者制度に引
き継がれた。現行の衛生管理者制度は、総
括安全衛生管理者をオーケストラの指揮者
に例えると、その意向を踏まえながら、バ
イオリン部門を中心に楽団全体を調整的に
まとめることで指揮者を補佐するコンサー
トマスターのような役割と言える。すなわ
ち、産業医の専門的意見を尊重しながら衛
生管理関係者全体を統括し、総括安全衛生
管理者を補佐する立場である。安全管理者
も同様ではあるが、自身で業務を担当する
技術職的な性格が強く、衛生管理者の方が
管理・調整の性格が強いように思われる。
安全管理者について述べたように、安全

管理と衛生管理の厳密な区分は難しいが、
求められる専門性の高さから、労働衛生関
係の管理者制度では、衛生管理者はもとよ
り、作業主任者でも、免許制が採られてい
ることが多い。

内容
＜全業種での選任原則＞
図 に示されるように、安全管理者とは

異なり、衛生管理者は、常時使用労働者数
人以上の全業種の事業場で選任義務が

ある。専属の原則（安衛則第 条第 項第
号本文）は、安全管理者と変わらない。

（任意、法定を問わず、）複数の衛生管理
者を選任する場合、その中に労働衛生コン
サルタントがいれば、そのうち 人は専属
でなくてよい点（安衛則第 条第 項第
号但書）も、安全管理者制度と類似する
（安全管理者については、安衛則第 条第
号但書）。

＜選任すべき数、専任とすべき場合＞
衛生管理者についても、業種区分に応じ

て、一定要件を充たす者の選任が、事業者
に義務づけられている（安衛則第 条第
項第 号、第 条）。
イ 農林水産業、鉱業、建設業、運送業

及び清掃業、電気業、ガス業、熱供給業、
運送業、自動車整備業、機械修理業、医療
及び清掃業、
要件：第一種衛生管理者免許保有者、衛

生工学衛生管理者免許保有者、安衛則第
条各号所掲の者（医師、歯科医師等）
ロ その他の業種
要件：イの要件に、第二種衛生管理者免

許保有者を加えた者
また、常時使用労働者数 人超の事業

場で、坑内労働などの局所排気装置の設置
等、衛生工学的な作業環境管理を要する有
害業務に常時 人以上の労働者を従事さ
せる場合、衛生管理者のうち 人は衛生工
学衛生管理者とせねばならない（安衛則第
条第 項第 号）。後述するように、衛

生工学衛生管理者は、作業環境の測定・評
価から施設・作業方法の衛生工学的改善に
至る作業環境管理の専門家であって（昭和
年 月 日基発第 号の （具体的

職務の定め））、衛生管理者の中で最も高
いレベルに位置づけられている。
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安全管理者との比較では、第 種衛生管
理者以上を充てるべき業種については、通
信業、各種商品卸売・小売業、家具・建
具・じゅう器等卸売・小売業、旅館業等が
外され、逆に、農・畜水産業、医療業が含
められていること、その他全ての業種につ
いて、第 種衛生管理者でもよい／最低で
も第 種衛生管理者は選任すべきとされて
いる。よって、機械器具、重機その他物の
リスクが特に生じ易い業種を安全管理者選
任対象とし、衛生面、健康面でのリスクは
全ての業種で生じ得るだろうとの想定で、
それ以外は全て衛生管理者選任対象とし、
管理に医薬・衛生面での専門性が必要な業
種について、高度な衛生管理者の選任対象
とした、ということと思われる。
選任すべき衛生管理者数は次の表の通り

であり（安衛則第 条第 項第 号）、安
全管理者とは異なり、労働者数に応じた増
員を求めているので、衛生管理は、安全管
理に比べ、個々の職場や労働者の事情に応
じた対応が必要と考えられたものと思われ
る。

事 業 場 の 規 模
（常時使用労働者数）

要選任衛生管理
者数

人以上 人以下 人
人以上 人以下 人
人以上 人以

下
人

人以上 人
以下

人

人以上 人
以下

人

人以上 人

通達では、本来、選任すべき数は、事業
者の規模、業種、作業内容等に応じて定ま
るものであり、常時使用労働者数が
人を大幅に超える場合等には、相応の数の
選任が必要であり、行政指導や、法第
条第 項による増員命令により図るべきと
されている（昭和 年 月 日基発第

号の ）。ただし、増員命令が容易に
発動され得ないよう制度設計されているこ
とは、後述する。
なお、①常時使用労働者数 人以上

の事業場か、②常時使用労働者数 人以
上で、坑内労働等特定の有害業務に常時

人以上の労働者を従事させる事業場、
に該当する場合、最低 人を専任とせねば
ならない。
「専任」とは、前掲の「専属」とは異な

り、安衛則第 条第 項第 号、第 条
所定の資格を充たし、「通常の勤務時間を
専ら」所定の「事項を行うために費す者を
いい、例えば生産関係等の業務を兼任する
者はこれに該当しない」。しかし、労働安
全管理者が労働衛生管理業務を行う場合と
同様に、業務の一部に労働安全の業務が含
まれている場合には安全衛生と密接な関係
があるから、かかる関連業務を行っても構
わないと解される（昭和 年 月 日基
発第 号を参照されたい）。
事業者は、選任事由が生じた日（事業場

の規模に新たに達した日や衛生管理者に欠
員を生じた日等）から 日以内に安全管
理者を選任し（安衛則第 条第 項第 号、
昭和 年 月 日基発第 号の ）、
選任後、遅滞なく、その資格を証する書面
を付して労基署長へ報告せねばならない
（同条第 項）。衛生管理者がやむを得な
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安全管理者との比較では、第 種衛生管
理者以上を充てるべき業種については、通
信業、各種商品卸売・小売業、家具・建
具・じゅう器等卸売・小売業、旅館業等が
外され、逆に、農・畜水産業、医療業が含
められていること、その他全ての業種につ
いて、第 種衛生管理者でもよい／最低で
も第 種衛生管理者は選任すべきとされて
いる。よって、機械器具、重機その他物の
リスクが特に生じ易い業種を安全管理者選
任対象とし、衛生面、健康面でのリスクは
全ての業種で生じ得るだろうとの想定で、
それ以外は全て衛生管理者選任対象とし、
管理に医薬・衛生面での専門性が必要な業
種について、高度な衛生管理者の選任対象
とした、ということと思われる。
選任すべき衛生管理者数は次の表の通り

であり（安衛則第 条第 項第 号）、安
全管理者とは異なり、労働者数に応じた増
員を求めているので、衛生管理は、安全管
理に比べ、個々の職場や労働者の事情に応
じた対応が必要と考えられたものと思われ
る。

事 業 場 の 規 模
（常時使用労働者数）

要選任衛生管理
者数

人以上 人以下 人
人以上 人以下 人
人以上 人以

下
人

人以上 人
以下

人

人以上 人
以下

人

人以上 人

通達では、本来、選任すべき数は、事業
者の規模、業種、作業内容等に応じて定ま
るものであり、常時使用労働者数が
人を大幅に超える場合等には、相応の数の
選任が必要であり、行政指導や、法第
条第 項による増員命令により図るべきと
されている（昭和 年 月 日基発第

号の ）。ただし、増員命令が容易に
発動され得ないよう制度設計されているこ
とは、後述する。
なお、①常時使用労働者数 人以上

の事業場か、②常時使用労働者数 人以
上で、坑内労働等特定の有害業務に常時

人以上の労働者を従事させる事業場、
に該当する場合、最低 人を専任とせねば
ならない。
「専任」とは、前掲の「専属」とは異な

り、安衛則第 条第 項第 号、第 条
所定の資格を充たし、「通常の勤務時間を
専ら」所定の「事項を行うために費す者を
いい、例えば生産関係等の業務を兼任する
者はこれに該当しない」。しかし、労働安
全管理者が労働衛生管理業務を行う場合と
同様に、業務の一部に労働安全の業務が含
まれている場合には安全衛生と密接な関係
があるから、かかる関連業務を行っても構
わないと解される（昭和 年 月 日基
発第 号を参照されたい）。
事業者は、選任事由が生じた日（事業場

の規模に新たに達した日や衛生管理者に欠
員を生じた日等）から 日以内に安全管
理者を選任し（安衛則第 条第 項第 号、
昭和 年 月 日基発第 号の ）、
選任後、遅滞なく、その資格を証する書面
を付して労基署長へ報告せねばならない
（同条第 項）。衛生管理者がやむを得な
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い事由で職務を行い得ない場合、代理者を
選任せねばならない（同前） 。すなわち、
その確保（と法定職務の実施条件の整備）
が、徹底して事業者に託されている 。
分社化に伴い分割された事業場における

兼務に関する通達（平成 年 月 日基
発第 号）は、安全管理者等（安
全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、
衛生推進者）を同列に扱っているため、分
社化に伴う親子事業者における選任要件の
考え方は、安全管理者について述べた通り
である。
また、次の要件をすべて満たす場合、外

部者を衛生管理者として選任できる（平成
年 月 日基発第 号）

同様の規定は、総括安全衛生管理者、安
全管理者、統括安全衛生責任者、元方安全
衛生管理者、店社安全衛生管理者、安全衛
生責任者に設けられている。
前述の通り、安全管理者については、選

任義務がない事業場で選任された場合に関
する通達がある。すなわち、その場合、同
人は法的な安全管理者ではなく、法令上の
職務遂行の責務は負わないが、雇用契約で
その責務を負わせた場合、事業者のために
行為する者（旧労基法上の使用者）として
安全管理の責任を負うとされている（昭和
年 月 日基収第 号）。これは、

当該被選任者が法定の安全管理者と同様の
措置を講じる雇用契約上の義務を負うこと
（よって事業者に対して職務懈怠の民事責
任を負うこと）と共に、その懈怠により被
災した者との関係では、事業者が使用者責
任を負うことを意味していると解され、衛
生管理者にも妥当すると思われる。

①安衛則第 条第 号のロの業種（第二
種衛生管理者の選任が許される、一般に危
険有害性が低い業種）であること、
②衛生管理者資格を持つ者を選任するこ

と（第二種衛生管理者資格者を含む）、
③派遣契約や委任契約（この項目におい

て「契約」という）上、対象事業場に専ら
常駐し、なおかつ一定期間継続して職務に
当たる旨明記すること、
もっとも、具体的業務・必要な権限の付

与・労働者の個人情報保護の契約での明記、
必要な情報の提供、能力向上を図ること、
に留意する必要がある。

＜資格＞
前述した通り、衛生管理者の資格（衛生

管理者として選任され得る要件）は、業種
区分に応じて異なっており（要するに、第
二種衛生管理者でも許されるか否か）、再
掲すれば、以下の通り（安衛則第 条第
項第 号、第 条）。
イ 農林水産業、鉱業、建設業、運送業

及び清掃業、電気業、ガス業、熱供給業、
運送業、自動車整備業、機械修理業、医療
及び清掃業、
要件：第一種衛生管理者免許保有者、衛

生工学衛生管理者免許保有者、安衛則第
条各号所掲の者（医師、歯科医師等）
ロ その他の業種
要件：イの要件に、第二種衛生管理者免

許保有者を加えた者
また、常時使用労働者数 人超の事業

場で、坑内労働などの局所排気装置の設置
等、衛生工学的な作業環境管理を要する有
害業務に常時 人以上の労働者を従事さ
せる場合、衛生管理者のうち 人は衛生工
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学衛生管理者とせねばならない（安衛則第
条第 項第 号）。衛生工学衛生管理者

は、作業環境の測定・評価から施設・作業
方法の衛生工学的改善に至る作業環境管理
の専門家であり（昭和 年 月 日基発
第 号の （具体的職務の定め））、衛
生管理者の中で最も高いレベルに位置づけ
られている。
以下、個々の資格要件につき詳述する

（安衛則第 条第 項第 号、第 条、
衛生管理者規程（昭和 年労働省告示第
号））。
）第一種衛生管理者免許
イ 当該免許試験の合格者
ロ 大学／高専で医学の課程を修めて卒

業した者
ハ 大学の保健衛生関係学科の卒業者で、

労働衛生関係科目／講座を修めた者
ニ 保健師免許保有者
ホ 医師国家試験予備試験合格者で、

年以上診療「及び」公衆衛生の実地修練を
経た者
ヘ 外国の医学校の卒業者等で厚生労働

大臣の認定を受けた者
ト 特定の大学で歯学課程を修めて卒業

した者
チ、リ （略）
ヌ 薬剤師免許保有者
ル その他都道府県労働局長の認定者

）第二種衛生管理者免許
有害業務と関連の薄い業種で衛生管理者

を確保するため設けられた資格であり 、

労働調査会出版局編『労働安全衛生法の

第二種衛生管理者免許試験合格者のみが該
当する。

）衛生工学衛生管理者免許
①以下の条件を満たし、厚生労働大臣所

定の講習を修了した者
イ 大学や高専で工学／理学の課程を修

めて卒業した者等
ロ 労働衛生コンサルタント（法第

条）試験合格者
ハ 第一種衛生管理者免許（安衛則別表

第四）試験合格者
ニ 作業環境測定士となる資格（作業環

境測定法第 条）保有者
②以下の者（安衛則第 条、衛生管理

者規程第 条）
イ 医師
ロ 歯科医師

詳解』（労働調査会、 年（平成
年）） 頁。
この緩和条件があるため、作業環境測定

士資格がスケープゴートとされている（よ
り合格しやすい作業環境測定士資格を取っ
て、衛生管理者となる）可能性を指摘する
声もある。また、労働衛生コンサルタント
試験では、作業環境測定士資格を持つ者の
科目免除があるため、それを狙った資格取
得者の存在も指摘されている（厚生労働科
学研究費補助金『労働安全衛生法の改正に
向けた法学的視点からの調査研究（研究代
表者：三柴丈典）・令和 年度研究報告書』
（ 年（令和 年））（

最終閲覧日：
年 月 日））。
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年）） 頁。
この緩和条件があるため、作業環境測定

士資格がスケープゴートとされている（よ
り合格しやすい作業環境測定士資格を取っ
て、衛生管理者となる）可能性を指摘する
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科目免除があるため、それを狙った資格取
得者の存在も指摘されている（厚生労働科
学研究費補助金『労働安全衛生法の改正に
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最終閲覧日：
年 月 日））。
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ハ 労働衛生コンサルタント
ニ 中高等学校の常勤の保健体育や保健

の教諭
ホ 大学／高専の常勤の保健体育の教授

等
概観すると、第一種衛生管理者免許には、

医学・衛生学の基本知識を求め、第二種衛
生管理者免許には、それに準じるものを求
め、衛生工学衛生管理者免許には、医学や
保健学の知識を持つ者を尊重しつつ、作業
環境の測定・管理と関連の深い労働衛生工
学の知識を求めていることが窺える。なお、
産業保健実務の前線を産業保健職が担って
いる事業場が多いことを考えると、保健師
免許保有者にそのまま衛生管理者資格を認
めていることは有意義だが、看護師資格保
有者が排除されたままでよいか、一考に値
しよう。
この概観の趣旨は、次項で示す、これら

資格者（衛生管理者）が果たすべき職務に
よって、より鮮明になる。

＜職務＞
本条第 項は、衛生管理者の職務を、第
条第 項各号の業務（総括安全衛生管

理者の行うべき職務）のうち衛生に係る技
術的事項の管理としているので、①健康障
害防止措置関係、②衛生教育関係、③健診
その他健康の保持増進措置関係、④災害原
因調査及び再発防止策関係、の 項目とな
る 。
安全管理者におけると同様に、ここでい

労働調査会前掲編著（ 年（平成
年）） 頁。

う「技術的事項」の内容は、専門技術的事
項に限られず、労働衛生に関するリスク管
理全てを意味する。法第 条の 第 項
各号所定の、建設業等における爆発や火災
等に際しての救護にかかる二次的な労災防
止のために選任された管理者がいる場合に、
衛生管理者が、その部分の職務を除外され
る事情も、同様である。
通達が、以下のように、その具体化を図

っているが（昭和 年 月 日基発第
号の ）、結局、労働衛生に関するリ

スク管理の要素を示唆しており、安全管理
者の職務に関する通達の示唆と同様に、例
示列挙にとどまると解される。
イ 健康異常者の発見と処置
ロ 作業環境調査
ハ 作業条件の改善
ニ 保護具、救急用具等のメンテナンス
ホ 衛生教育、健康相談等の健康保持増

進措置
ヘ 衛生関連情報（負傷等を含む）の統

計の作成
ト 自他の事業の労働者が同一場所で就

労する場合の衛生措置
チ 衛生関連情報の記録作成等
衛生工学衛生管理者の職務についても、

同じ通達が以下のように示唆している。
イ 作業環境の測定と評価関係
ロ 局排、全体換気装置など、労働衛生

関係施設の設計、施工、点検、改善関係
ハ 作業方法の改善関係
ニ 記録整備関係
ここからも改めて、衛生工学衛生管理者

への期待が、労働衛生工学的な作業環境管
理であることが窺える。
安衛則第 条は、同第第 条が、安全
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管理者を名宛人として、巡視を契機とする
作業場等での安全面でのリスク管理措置を
「講じなければならない」としつつ、第
項で、事業者を名宛人として安全管理者へ
の必要な権限付与を義務づけていたのと同
様に、第 項で、衛生管理者を名宛人とし
て、巡視を契機とする衛生面でのリスク管
理措置の義務を課すと共に、第 項で、事
業者を名宛人として、衛生管理者への必要
な権限付与を義づけている。
同条（及び安衛法上の上位規定）にも罰

則はないので、その法的意義は、やはり、
行政指導の根拠となり得ること、就業規則
上の根拠規定の合理性を裏付けたり、職場
秩序となる等して、事業者による懲戒処分
等の根拠となり得ること、同人の懈怠によ
り被災した第三者が、事業者の使用者責任
（民法第 条）を追求するうえで、同人
の過失（注意義務違反）を主張立証し易く
なること等になると考えられる。

＜増員・解任命令＞
法第 条第 項と同様に、本条第 項

も、労基署長による事業者への増員・解任
命令を定めているが、その発動基準は、や
はり次のように通達され、発動が制限され
ている（昭和 年 月 日基発第
号）。
衛生管理者による主要な義務の懈怠があ

って、事業場の衛生状態と労働者の健康状
態が同種の事業場に比べて著しく悪く、監
督上の措置後 か月改善しなかった場合か、
衛生管理者が、病気等で職務を遂行し得な
い場合。
安全管理者の場合と比べ、定量的な指標

が困難なことが踏まえられ、質的な基準と

なっている。
年に発刊された労働省編著に衛生

管理者解任第 号に関する情報が掲載され
ている 。これによれば、昭和 、 年
ころ、ある繊維関係の大企業の女子寮の
室で、重病の少女が看護されることもなく
放置され、いつ息を引き取ったかさえはっ
きりしないまま息絶えていたという例で 、
あまりに不行き届きということで、管轄労
基署長により、労務課長兼務の衛生管理者
の職を解任し、警告する措置が講じられた
のだという。ちなみに、その後、同社の工
場長が監督署内に共産党員の監督官がいる
のではないかと本省に抗議したことを受け、
衛生管理者解任の際には本省に打ち合わせ
てからとの通達が発せられたという。
本条第 項（選任と職務遂行の確保）と

第 項（増員・解任命令の遵守）には罰則
がある（法第 条第 号と第 号：
万円以下の罰金）。

関係規定
後述するように、本条は、未規制の化学

物質による健康障害が生じ、具体的な衛生
基準違反を指摘し難いケースで違反が認め
られると、適用される場合もある。衛生管
理者の選任は、衛生管理体制の確立上、最

労働省労働基準局編『労働基準行政
年の歩み―先達の記録より―』（労務行政
研究所、 年（昭和 年）） 頁。
枕元には、手を付けた跡のない冷え切っ

たお粥と梅干しの食膳が残されていたのだ
という。
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い場合。
安全管理者の場合と比べ、定量的な指標
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分担研究報告書（三柴 丈典）

重要事項と言え、現に、衛生管理体制の確
立は、衛生に関するリスク管理の要なので、
法第 条の を筆頭に、衛生に関するリ
スク管理を定めた規定とは特に深い関係に
ある。むろん、衛生管理体制の確立は、既
存の衛生基準の履行確保にも繋がるので、
それらの規定とも大いに関係する。環境法
など、安衛法以外の労働者らの衛生に貢献
する法令とも関係する。

運用
適用の実際

衛生管理者も、安全管理者らと同様に、
法定条件を充たす事業場で選任されていな
ければ、一律的に違反指摘される傾向にあ
り（令和 年度本研究プロジェクトによる
行政官・元行政官向け法令運用実態調査
（三柴丈典担当）） 、法第 条は、違
反指摘が比較的多い条規である。違反によ

なお、同一都道府県内に本社及び複数の
支店を有する事業者が、本社専属の衛生管
理者に複数支店の衛生関係業務を行わせ、
常時使用労働者数 名以上の支店（事業
場）に専属の衛生管理者を選任していなか
ったことから、当該支店での選任について
指導を行った例があるという（令和 年度
本研究プロジェクトによる行政官・元行政
官向け法令運用実態調査（三柴丈典担当））。
分社化による親子事業者には該当せず、

外部者を衛生管理者として選任できる場合
に関する通達（平成 年 月 日基発第

号）の条件も満たさない例のよう
だが、実際には、専属原則について、こう
した誤解が多いことが窺われる。

る送検件数を記した令和 年公表「労働基
準関係法令違反に関する公表事案」
（

，最終閲覧日 年 月 日）
によれば、令和元年 月 日から 年間で、
違反件数は 件だった。しかし、是正勧告
を典型とする違反の指摘件数を記した令和
年労働基準監督年報（厚生労働省労働基

準局、令和 年）の定期監督等実施状況・
法違反状況（令和２年）では、合計
件に達していた。
衛生管理者資格は基本的には免許制にな

っており、選任できる者が限られる結果、
免許試験には合格したが、実際には労働衛
生管理を行っておらず、あまり現場事情に
精通していない者が形式的に選任されてい
るケースも少なくないという。大量の化学
物質が使用されていながら、たとえ免許を
保有していても、 （フォーマットに即
して対象物のリスク関連情報を比較的詳し
く伝達するために作成されるシート）を読
解でき、局所排気装置の維持管理が可能な
者が殆どいない実態も散見されるという 。
衛生管理者制度の形骸化（事業者が必ず

しも重視せず、事業場の重要な衛生問題に
活用するとは限らない傾向）を示すデータ
として、図 、図 、図 等を参照された
い。
なお、 年に大阪の印刷工場（サン

ヨー・シーワィピー）で生じた複数名の胆
管がんの発生事案 では、ジクロロメタン

森山誠也監督官の示唆による。
発生までとその後の経過を分かりやすく

まとめた例として、中央労働災害防止協会
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等の原因物質が未規制であったことを受け、
本条違反等で、事業者（法人）が立件され
た。このように、本条は、未規制の化学物
質による健康障害が生じ、具体的な衛生基
準違反を指摘し難いケースで違反が認めら
れると、適用される場合もある。
衛生管理者の現状に関する詳細は、令和

元年（ 年）全国衛生管理者協議会
「衛生管理者の能力向上教育に関するアン
ケート（ ＝ ）」結果によく示されて
いる（回答者の企業規模は 人以下が
割であり、主に中小規模事業場の実態を反
映している）。
これによれば、衛生管理者業務を兼務で

行っている者が殆どで（約 割）、経験年
数も 年未満が約 割。業務を指導し、引
き継ぐべきベテランが不足している。資格
取得後、事業者が選任届を監督署長に提出
しても、所要の業務を十分に行えていない
ケースが散見され、安衛法上実施努力義務
が課された能力向上教育も受けられていな
いことが多い。事業者に軽視されがちで、
業務に必要な権限は実質的に殆ど与えられ
ておらず、健康経営の取り組みにもあまり
参画できていない（人事や 部門等が担
当していることが多い）。本業に忙殺され、
週 回の巡視も厳しい実態がある。他方、
法定業務は多岐にわたり、そのいずれに注
力すべきかが不明。健診やストレスチェッ

編『胆管がん問題！それから会社は…』
（ 年（平成 年））がある。ここに
は、当事会社となった 社に
おける災害発生後の経営者らによる事業立
て直しの努力も綴られている。

ク後のフォロー（就業上の配慮等の事後措
置等）も、どこまで踏み込み得るか・踏み
込むべきかが不明。同業者の先輩からの指
導や同輩等との情報交換の場が乏しい。
こうした現状分析を踏まえ、神津進氏

（全国衛生管理者協議会監事）は、衛生管
理者の職務の再整理と優先順位づけ、実践
的で受講しやすい能力向上教育制度の整備、
資格更新制度の創設を提言している 。

関係判例
・見当たらなかった。

第 条の

条文
（安全衛生推進者等）

第十二条の二 事業者は、第十一条第一
項の事業場及び前条第一項の事業場以
外の事業場で、厚生労働省令で定める
規模のものごとに、厚生労働省令で定
めるところにより、安全衛生推進者
（第十一条第一項の政令で定める業種
以外の業種の事業場にあつては、衛生
推進者）を選任し、その者に第十条第
一項各号の業務（第二十五条の二第二
項の規定により技術的事項を管理する
者を選任した場合においては、同条第

神津進「衛生管理者の現状と課題につい
て」（厚生労働省「産業保健に関する検討
会」第 回資料（令和 年 月 日））
（

，最終閲覧日： 年 月
日）。
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等の原因物質が未規制であったことを受け、
本条違反等で、事業者（法人）が立件され
た。このように、本条は、未規制の化学物
質による健康障害が生じ、具体的な衛生基
準違反を指摘し難いケースで違反が認めら
れると、適用される場合もある。
衛生管理者の現状に関する詳細は、令和

元年（ 年）全国衛生管理者協議会
「衛生管理者の能力向上教育に関するアン
ケート（ ＝ ）」結果によく示されて
いる（回答者の企業規模は 人以下が
割であり、主に中小規模事業場の実態を反
映している）。
これによれば、衛生管理者業務を兼務で

行っている者が殆どで（約 割）、経験年
数も 年未満が約 割。業務を指導し、引
き継ぐべきベテランが不足している。資格
取得後、事業者が選任届を監督署長に提出
しても、所要の業務を十分に行えていない
ケースが散見され、安衛法上実施努力義務
が課された能力向上教育も受けられていな
いことが多い。事業者に軽視されがちで、
業務に必要な権限は実質的に殆ど与えられ
ておらず、健康経営の取り組みにもあまり
参画できていない（人事や 部門等が担
当していることが多い）。本業に忙殺され、
週 回の巡視も厳しい実態がある。他方、
法定業務は多岐にわたり、そのいずれに注
力すべきかが不明。健診やストレスチェッ

編『胆管がん問題！それから会社は…』
（ 年（平成 年））がある。ここに
は、当事会社となった 社に
おける災害発生後の経営者らによる事業立
て直しの努力も綴られている。

ク後のフォロー（就業上の配慮等の事後措
置等）も、どこまで踏み込み得るか・踏み
込むべきかが不明。同業者の先輩からの指
導や同輩等との情報交換の場が乏しい。
こうした現状分析を踏まえ、神津進氏

（全国衛生管理者協議会監事）は、衛生管
理者の職務の再整理と優先順位づけ、実践
的で受講しやすい能力向上教育制度の整備、
資格更新制度の創設を提言している 。

関係判例
・見当たらなかった。

第 条の

条文
（安全衛生推進者等）

第十二条の二 事業者は、第十一条第一
項の事業場及び前条第一項の事業場以
外の事業場で、厚生労働省令で定める
規模のものごとに、厚生労働省令で定
めるところにより、安全衛生推進者
（第十一条第一項の政令で定める業種
以外の業種の事業場にあつては、衛生
推進者）を選任し、その者に第十条第
一項各号の業務（第二十五条の二第二
項の規定により技術的事項を管理する
者を選任した場合においては、同条第

神津進「衛生管理者の現状と課題につい
て」（厚生労働省「産業保健に関する検討
会」第 回資料（令和 年 月 日））
（

，最終閲覧日： 年 月
日）。
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一項各号の措置に該当するものを除く
ものとし、第十一条第一項の政令で定
める業種以外の業種の事業場にあつて
は、衛生に係る業務に限る。）を担当
させなければならない。

趣旨と内容
趣旨

安全・衛生管理者の選任義務のない中小
規模事業場での労災発生率の高さや、労災
防止策の不十分さ、他方で、 化等の技
術革新を踏まえた安全衛生業務の複雑化を
踏まえ、昭和 年の法改正（同年法律第
号）で設けられた規定である 。
この改正の骨子を示した中央労働基準審

議会労働大臣宛建議「労働安全衛生法令の
整備について」（昭和 年 月 日）は、
安全衛生管理体制の充実を優先課題とし、
その具体策として、①安全衛生推進者等の
選任、②衛生委員会及び安全衛生委員会の
調査審議事項に労働者の健康の保持増進に
関する事項を加えること、③安全管理者等
に対する能力向上教育の実施、の 点を挙
げていた。
本条の新設前の中小規模事業場の安全衛

生管理体制は、昭和 年の通達（昭和
年 月 日基発第 号「安全推進員制度
及び労働衛生管理員制度の推進につい
て」）により、常時使用労働者数 人以
上 人未満の事業場につき、安全推進員
及び労働衛生管理員の選任が、行政指導に
より図られていたところ、法的義務に格上

労働調査会前掲編著（ 年（平成
年）） 頁。

げされたという面を持つ。

内容
本条は、中小規模事業場における安全衛

生推進者又は衛生推進者（以下、「安全衛
生推進者等」という）の選任義務と行わせ
るべき職務を定めている。

＜選任を要する業種、専属原則＞
衛生管理者について述べたように、安全

管理者は、特定の危険業種（施行令第 条
所定の 業種（林業、製造業から旅館業、
ゴルフ場業まで幅広い））で選任義務が課
されるが、衛生管理者は、全業種で選任義
務が課される。本条は、それぞれに対応し
て推進者制度を設けた。すなわち、安全管
理者選任業種であって、より小規模な事業
場（常時使用労働者数 人以上 人未
満）に安全衛生推進者の選任義務を課し、
それ以外の業種、すなわち衛生管理者選任
業種であって、より小規模な事業場（同
前）に衛生推進者の選任義務を課している
（本条及び安衛則第 条の ）。
安全衛生推進者等の選任は、選任事由発

生日（常時使用労働者数が法定規模に達し
たか、法定選任者に欠員が生じた日）から

日以内に行わねばならない（安衛則第
条の 第 号）点は、安全・衛生管理

者と同様だが、両管理者と異なり、選任し
た際、所轄労働基準監督署長への届出は必
要なく、その氏名の掲示等による関係労働
者への周知が求められている（安衛則第
条の ）。
安全衛生推進者等にも専属原則があり、

労働安全コンサルタント、労働衛生コンサ
ルタント、その他厚生労働大臣所定の者
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（安全・衛生管理者資格を有し、 年以上
の安全衛生実務（衛生推進者の場合、衛生
実務）経験を持つ者等（昭和 年労働者
告示第 号））を選任する際が例外とな
ること（安衛則第 条の 第 号）は、
安全・衛生管理者と似ている。分社化に伴
い分割された事業場における兼務に関する
通達（平成 年 月 日基発第

号）は、安全管理者等（安全管理
者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推
進者）を同列に扱っているため、分社化に
伴う親子事業者における選任要件の考え方
は、安全管理者について述べた通りである。

＜資格＞
安全衛生推進者等は、都道府県労働局長

登録者が行う講習の修了者その他、所定業
務の担当に「必要な能力を有すると認めら
れる者 」から選任されねばならない（安
衛則第 条の ）。
この「必要な能力を有すると認められる

者」の選任基準（昭和 年労働省告示第
号）には、①大学や高専の卒業後 年

以上の安全衛生の実務経験者、②中学高校
の卒業後 年以上の実務経験者のほか、学
歴を全く問わない、③ 年以上の実務経験
者が含まれることが特筆される。また、
「安全衛生の実務」には、生産管理、事務

これには、安全・衛生管理者や労働安
全・衛生コンサルタントのような推進者よ
り専門性が高い資格者のほか、作業主任者
で資格取得後 年以上の実務経験を持つ者
も含まれる（昭和 年 月 日基発第

号）。

管理等に際して安全衛生上の配慮を行うこ
とや、健診や安全衛生教育等の事務も含ま
れる（労働省安全課長・労働衛生課長内翰
「安全衛生推進者等の選任制度の運用につ
いて」（昭和 年 月 日））。確かに、
安全衛生は、これらの管理業務と表裏一体
だが、この基準の広い適用範囲が窺われる。

＜職務＞
本条の定め通り、事業者が安全衛生推進

者等に行わせるべき職務は、法第 条第
項所定の総括安全衛生管理者に統括管理

させるべき業務を自ら「担当」させること
（ただし、衛生推進者の場合、衛生に係る
業務に限られる）であり、その具体例は、
通達（昭和 年 月 日）で以下のよう
に示されている。本条が援用する法第
条第 項各号所掲の職務の性格からして、
この示唆は、例示と解される。
①施設、設備等 安全装置、労働衛生関

係設備、保護具等を含む。 のメンテナン
ス等関係
②作業環境測定等の作業環境の点検や作

業方法の点検と結果に基づく対応関係
③健診及び健康保持増進策関係
④安全衛生教育関係
⑤異常事態での応急措置関係
⑥労災の原因調査と再発防止策関係
⑦情報収集及び労災等に関する統計の作

成関係
⑧行政機関への安全衛生関係の各種報

告・届出等関係
安全管理者の職務との比較では、消防・

避難訓練関係、作業主任者等の補助者の監
督関係が省略され、衛生管理者の職務との
比較では、作業条件の改善、健康異常者の
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（安全・衛生管理者資格を有し、 年以上
の安全衛生実務（衛生推進者の場合、衛生
実務）経験を持つ者等（昭和 年労働者
告示第 号））を選任する際が例外とな
ること（安衛則第 条の 第 号）は、
安全・衛生管理者と似ている。分社化に伴
い分割された事業場における兼務に関する
通達（平成 年 月 日基発第

号）は、安全管理者等（安全管理
者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推
進者）を同列に扱っているため、分社化に
伴う親子事業者における選任要件の考え方
は、安全管理者について述べた通りである。

＜資格＞
安全衛生推進者等は、都道府県労働局長

登録者が行う講習の修了者その他、所定業
務の担当に「必要な能力を有すると認めら
れる者 」から選任されねばならない（安
衛則第 条の ）。
この「必要な能力を有すると認められる

者」の選任基準（昭和 年労働省告示第
号）には、①大学や高専の卒業後 年

以上の安全衛生の実務経験者、②中学高校
の卒業後 年以上の実務経験者のほか、学
歴を全く問わない、③ 年以上の実務経験
者が含まれることが特筆される。また、
「安全衛生の実務」には、生産管理、事務

これには、安全・衛生管理者や労働安
全・衛生コンサルタントのような推進者よ
り専門性が高い資格者のほか、作業主任者
で資格取得後 年以上の実務経験を持つ者
も含まれる（昭和 年 月 日基発第

号）。

管理等に際して安全衛生上の配慮を行うこ
とや、健診や安全衛生教育等の事務も含ま
れる（労働省安全課長・労働衛生課長内翰
「安全衛生推進者等の選任制度の運用につ
いて」（昭和 年 月 日））。確かに、
安全衛生は、これらの管理業務と表裏一体
だが、この基準の広い適用範囲が窺われる。

＜職務＞
本条の定め通り、事業者が安全衛生推進

者等に行わせるべき職務は、法第 条第
項所定の総括安全衛生管理者に統括管理

させるべき業務を自ら「担当」させること
（ただし、衛生推進者の場合、衛生に係る
業務に限られる）であり、その具体例は、
通達（昭和 年 月 日）で以下のよう
に示されている。本条が援用する法第
条第 項各号所掲の職務の性格からして、
この示唆は、例示と解される。
①施設、設備等 安全装置、労働衛生関

係設備、保護具等を含む。 のメンテナン
ス等関係
②作業環境測定等の作業環境の点検や作

業方法の点検と結果に基づく対応関係
③健診及び健康保持増進策関係
④安全衛生教育関係
⑤異常事態での応急措置関係
⑥労災の原因調査と再発防止策関係
⑦情報収集及び労災等に関する統計の作

成関係
⑧行政機関への安全衛生関係の各種報

告・届出等関係
安全管理者の職務との比較では、消防・

避難訓練関係、作業主任者等の補助者の監
督関係が省略され、衛生管理者の職務との
比較では、作業条件の改善、健康異常者の
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発見・処置、健康相談、記録整備が省略さ
れているほか、両者に跨がる、自他の事業
の労働者が同一場所で就労する場合の安全
措置／衛生措置も省略されている。
これは、中小規模事業場で、高い専門性

を問わずに選任される者に期待できる事柄
の限界のほか、その位置づけにも理由があ
ると解される。すなわち、安全衛生推進者
等は、安全・衛生管理者が安全衛生業務の
技術的事項を管理する者であるのに対して、
安全衛生業務について権限と責任を有する
者の指揮を受けて当該業務を担当する者で
あること（昭和 年 月 日基発第
号の ）が影響していると解される。

関係規定
特になし。

運用
適用の実際

安全管理者はともかくも、衛生管理者で
すら、形骸化傾向が指摘される条件下、安
全衛生推進者等、特に衛生推進者の場合、
選任自体なされず、選任されていても形骸
化する傾向は、容易に察せられる。
令和 年労働基準監督年報（厚生労働省

労働基準局、令和 年）の定期監督等実施
状況・法違反状況（令和２年）には、そも
そも本条の集計は存しない。

関係判例
・見当たらなかった。

第 条

条文
（産業医等）

第十三条 事業者は、政令で定める規模
の事業場ごとに、厚生労働省令で定め
るところにより、医師のうちから産業
医を選任し、その者に労働者の健康管
理その他の厚生労働省令で定める事項
（以下「労働者の健康管理等」とい
う。）を行わせなければならない。

２ 産業医は、労働者の健康管理等を行
うのに必要な医学に関する知識につい
て厚生労働省令で定める要件を備えた
者でなければならない。

３ 産業医は、労働者の健康管理等を行
うのに必要な医学に関する知識に基づ
いて、誠実にその職務を行わなければ
ならない。

４ 産業医を選任した事業者は、産業医
に対し、厚生労働省令で定めるところ
により、労働者の労働時間に関する情
報その他の産業医が労働者の健康管理
等を適切に行うために必要な情報とし
て厚生労働省令で定めるものを提供し
なければならない。

５ 産業医は、労働者の健康を確保する
ため必要があると認めるときは、事業
者に対し、労働者の健康管理等につい
て必要な勧告をすることができる。こ
の場合において、事業者は、当該勧告
を尊重しなければならない。

６ 事業者は、前項の勧告を受けたとき
は、厚生労働省令で定めるところによ
り、当該勧告の内容その他の厚生労働
省令で定める事項を衛生委員会又は安
全衛生委員会に報告しなければならな
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い。
第十三条の二 事業者は、前条第一項の
事業場以外の事業場については、労働
者の健康管理等を行うのに必要な医学
に関する知識を有する医師その他厚生
労働省令で定める者に労働者の健康管
理等の全部又は一部を行わせるように
努めなければならない。

２ 前条第四項の規定（＊産業医への職
務上必要な情報の提供）は、前項に規
定する者に労働者の健康管理等の全部
又は一部を行わせる事業者について準
用する。この場合において、同条第四
項中「提供しなければ」とあるのは、
「提供するように努めなければ」と読
み替えるものとする。

第十三条の三 事業者は、産業医又は前
条第一項に規定する者による労働者の
健康管理等の適切な実施を図るため、
産業医又は同項に規定する者が労働者
からの健康相談に応じ、適切に対応す
るために必要な体制の整備その他の必
要な措置を講ずるように努めなければ
ならない。

趣旨と内容
趣旨

現行の産業医制度の趣旨は、労働者の健
診、健康障害の原因調査と再発防止策の樹
立等の健康管理に医師の医学的活動が不可
欠との認識にある。
図 が示す通り、法定の労働衛生関係専

門職の中で、医師の歴史が最も古く、
年（昭和 年）の工場危害予防及衛生規
則第 条の （常時使用労働者数 人
以上の工場の工業主の工場医の選任義務）

に遡る。その強いドライブは、結核の蔓延
であり、同規則は、選任した工場医に工場
及びその附属建設物での衛生関連事項と健
診の実施をさせるよう工業主に義務づけた。
旧労基法下での旧安衛則では、その第
条で、医師である衛生管理者と医師でない
衛生管理者の選任が義務づけられた（選任
要件～原則として常時 人以上の労働者
を使用する事業とし、常時使用労働者数の
増加に合わせて選任者数増～）。
後述するように、日本の産業医の歴史は、

実態としては、工場法時代に軍需産業など
を医療面で支えるために工場内に設置され、
従業員のプライマリー・ケア等を行ってい
た医局にはじまり 、法制度上、当初は安
全管理者より下位の位置づけだったが、安
全管理者と同格の位置づけを経て、安衛法
制定に際し、呼称を産業医と定め、事業者
や総括安全衛生管理者に勧告し、衛生管理
者に指導・助言を与える位置づけへと、僅
かながら「出世」してきた経緯がある 。
安衛法の施行通達（昭和 年 月 日基
発第 号）は、産業医の呼称を用いた意
義について、「従来の『医師である衛生管
理者』について、専門医学的立場で労働衛
生を遂行する者であることを明確にするた
めにその呼称を産業医に改め、専門家とし
て労働者の健康管理にあたることとした」
としている。
平成 年法改正（法律第 号）では、

その専門性確保のため、就任要件が設けら

大久保前掲（ 年） 頁。
堀江前掲（ 年） 頁 、 頁
、 頁 。
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年（昭和 年）の工場危害予防及衛生規
則第 条の （常時使用労働者数 人
以上の工場の工業主の工場医の選任義務）

に遡る。その強いドライブは、結核の蔓延
であり、同規則は、選任した工場医に工場
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増加に合わせて選任者数増～）。
後述するように、日本の産業医の歴史は、

実態としては、工場法時代に軍需産業など
を医療面で支えるために工場内に設置され、
従業員のプライマリー・ケア等を行ってい
た医局にはじまり 、法制度上、当初は安
全管理者より下位の位置づけだったが、安
全管理者と同格の位置づけを経て、安衛法
制定に際し、呼称を産業医と定め、事業者
や総括安全衛生管理者に勧告し、衛生管理
者に指導・助言を与える位置づけへと、僅
かながら「出世」してきた経緯がある 。
安衛法の施行通達（昭和 年 月 日基
発第 号）は、産業医の呼称を用いた意
義について、「従来の『医師である衛生管
理者』について、専門医学的立場で労働衛
生を遂行する者であることを明確にするた
めにその呼称を産業医に改め、専門家とし
て労働者の健康管理にあたることとした」
としている。
平成 年法改正（法律第 号）では、

その専門性確保のため、就任要件が設けら

大久保前掲（ 年） 頁。
堀江前掲（ 年） 頁 、 頁
、 頁 。
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れると共に、事業者への勧告権が保障され
た。また、常時使用労働者数 人未満で
その選任義務のない小規模事業場につき、
産業医、保健師等による健康管理等の努力
義務が定められた。
堀江教授は、以下のように、産業医を安

全管理者、衛生管理者と同列に並べて示し
たが、

（堀江正知「産業医と安全衛生法の歴史」
産業医科大学雑誌第 巻特集号（
年） 頁）

畠中元教授は、産業医の立場の強さを以
下のように図示している。制度趣旨からは、
こちらのイメージが望ましいと思う。

（畠中信夫『労働安全衛生法のはなし』
（中災防新書、 年（令和元年））
頁）

なお、畠中元教授は、安衛法施行後も産
業医制度はなかなか定着しなかったが、

年（昭和 年）の安衛則改正により、
事業者が監督署に提出する定期健診結果報
告書（様式第 号）の様式に産業医の記名
押印欄を設けたこと（様式改正）で、健診
結果を真摯にチェックする医師が増えると
共に、責任感を持つ医師を選任しようとす
る事業者が増えたと評価している 。

内容
＜選任義務の前提、専属とすべき条件＞
産業医の選任義務は、常時使用労働者数
人以上の全ての事業場で生じ（施行令

第 条）、常時使用労働者数 人以上
または次の有害業務での常時使用労働者数

人以上の事業場では、専属の者とせね
ばならない（安衛則第 条第 項第
号）。
イ 著しい高熱業務
ロ 著しい寒冷業務
ハ 線等有害放射線に曝露する業務
ニ 著しい粉じん業務
ホ 異常気圧下の業務
ヘ 著しい振動業務
ト 重量物取扱い業務等
チ 強烈な騒音業務
リ 坑内業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、ヒ素等の有害物取扱い業務
ヲ 鉛、水銀、一酸化炭素等の有害物の

畠中前掲書（ 年（令和元年））
頁。
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ガスや粉じん等を発散する場所での業務
ワ 病原体による汚染リスクが大きい業

務
カ その他所管大臣の所定業務（現段階

で定めなし）
衛生管理者とは異なり、選任者数は、法

令上、 人未満は 人、それ以上は
人とされているが（安衛則第 項第 号等。
衛生管理者との比較は、図 を参照され
たい）、通達では、「常時使用する労働者
数が 人を大巾にこえるごとき場合な
どには、・・・産業医の増員、衛生管理者
の免許を有する保健婦の活用等について必
要に応じ指導すること」としている（昭和
年 月 日基発 号の１）。
もっとも、産業医の質量不足は、伝統的

な課題である。確かに、認定産業医者数は
約 万人に達しているが（図 ）、実働
者数は約 万人 、主に産業医業務で生計
を立てている医師は、約 人に過ぎず、
全国の届出医師数の ％に満たない 。
そうした事情も踏まえ、安衛則第 条

第 項は、法規通りに産業医を選任できな
いやむを得ない事由があり、都道府県労働

日本医師会の調査結果を受けた厚生労働
省作成資料（

，最終閲覧日： 年 月
日）、日本医師会の サイト（

，最終閲覧日： 年 月
日）。
堀江前掲 頁。

局長の許可を受けた場合の例外を認めてお
り、通達は、専属者の選任（安衛則第
条第 項第 号）及び 人以上の選任（同
第 号）に関する特例の許可基準として、
専属産業医の退職後専属の者の補充ができ
ない場合に、期限付きながら、嘱託産業医
を選任してその業務に当たらせると共に、
保健師、看護師、衛生検査技師等の設置に
より衛生管理を行わせる場合を挙げている
（昭和 年 月 日基発第 号の ）。
平成 年には、構内（親企業の管理下に

ある事業場）請負関係下において、以下の
条件を満たす場合、元請事業場等の専属産
業医が下請事業場の嘱託産業医を兼務でき
る旨が通達された（平成 年 月 日基
発第 号）。

）兼務する事業場間の地理的関係、労
働衛生管理が密接で、労働の態様が類似し
ている、

）兼務事業場数、対象労働者数が、専
属の趣旨を侵さない範囲内である、

）対象労働者数が 人以内である。
このうち地理的関係の密接については、

平成 年の通達（平成 年 月 日
基労安発第 第 号）で、通常の交通
手段で移動に 時間以内という目安が示さ
れている。
産業医の選任は、選任事由（法定の常時

使用労働者数への到達等）の発生日から
日以内に行わねばならず（安衛則第

条第 項第 号）、選任時には、遅滞なく
所轄監督署長に報告書を提出せねばならな
い（同第 項）。ただし、学校保健法第

条に基づき任命／委嘱された学校医を
産業医として選任する場合、労働基準監督
機関が教育委員会等を通じて選任状況を把
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り、通達は、専属者の選任（安衛則第
条第 項第 号）及び 人以上の選任（同
第 号）に関する特例の許可基準として、
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を選任してその業務に当たらせると共に、
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より衛生管理を行わせる場合を挙げている
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平成 年には、構内（親企業の管理下に

ある事業場）請負関係下において、以下の
条件を満たす場合、元請事業場等の専属産
業医が下請事業場の嘱託産業医を兼務でき
る旨が通達された（平成 年 月 日基
発第 号）。

）兼務する事業場間の地理的関係、労
働衛生管理が密接で、労働の態様が類似し
ている、

）兼務事業場数、対象労働者数が、専
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握できるので、報告義務は生じない（同第
項但書）。
なお、平成 年の規則改正（平成 年
月 日厚生労働省令第 号）で、

（利益相反）の観点から、①事業者が法人
の場合はその代表者、②法人でない場合は
個人事業主、③事業の統括管理者、の三者
は、原則として産業医に選任できないこと
となった（安衛則第 条第 項第 号）。
ただし、事業場の運営について利害関係を
有しない者は適用除外（：選任し得る）と
されたので、この定めが、産業医を、事業
場の運営から独立性を持つべき存在と位置
づけていることが分かる。

＜求められる専門性＞
前述した通り、産業医は、従来は医師の

中から選任すればよいとされていたが、平
成 年の法改正（法律第 号）で、産業
医学の専門性の確保が求められることとな
り（本条第 項）、その専門性（法第
条第 項の「労働者の健康管理等を行うの
に必要な医学に関する知識」（法第 条
第 項））については、安衛則第 条第
項に以下の定めがある。
一 厚生労働大臣指定者（現段階では日

本医師会）による研修の修了者
二 産業医科大学等厚生労働大臣指定機

関の卒業者であって、当該大学による実習
の修了者
三 労働衛生コンサルタント試験（保健

衛生）の合格者
四 労働衛生関係科目の常勤の教授等

（元職含む）
五 その他厚生労働大臣所定の者
産業医が面談中に不適切な発言（「そん

な病気やない、甘えや」、「薬を飲まずに
頑張れ」等）をしたため、精神疾患が遷延
化して復職時期が遅れたとして産業医個人
が被告となった民事損害賠償請求事件
（（財）大阪市 協会事件〈大阪地判平成

年 月 日判例時報 号 頁
（控訴後和解）〉）において、判決は、産
業医の業務上の注意義務を画定するに際し
て、受益者の期待を前提としつつ、「産業
医として合理的に期待される」レベルを測
るため、その養成課程に盛り込まれた科目
に言及した（このケースでは、メンタルヘ
ルスが科目に盛り込まれているのに、上記
のような発言をしたことが過失とされた）。
そこで、関係告示（労働安全衛生規則第
条第 項第 号等の規定に基づく厚生

労働大臣が定める告示（平成 年 月
日労働省告示第 号。平成 年 月
日厚生労働省告示第 号により廃止され
た）を省みると、この事件の当時、安衛則
第 条第 項第 号所定の研修の内容に
ついて、要約、以下のように定めていた。
一 医師会又は産業医科大学が行い、次

の学科（ 時間以上）と実習（ 時間以
上）で構成すること（＊ 単位： 時間で
構成されるため、一般に 単位研修と呼
ばれている）。

労働衛生一般
健康管理
メンタルヘルス
作業環境管理
作業管理
健康の保持増進対策

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に
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二 その他必要事項は厚生労働省労働基
準局長が定めること。
三 本通達時前に所定の研修の受講を開

始して修了した者や産業医業務経験者
これに代わる現行の平成 年 月 日

厚生労働省告示第 号も、同じ研修科目、
講義時間及び実習時間を定めると共に、研
修科目については、以下の通り、細目を示
している。

研修科目 範囲
労働衛生一
般

労働衛生概論
労働衛生管理体制
労働衛生関連法令
産業医の役割と職務

健康管理 健康情報とその評価
健康診断及び面接指導並
びにこれらの事後措置
健康管理の事例

メンタルヘ
ルス

メンタルヘルスケア
ストレスマネジメント
カウンセリング

作業環境管
理

作業環境測定と評価
管理濃度と許容濃度
生物学的モニタリング
作業環境改善

作業管理 労働生理
安全管理
有害業務管理

係る登録及び指定に関する省令第 章の
が定める指定産業医研修機関及び第 章の
が定める指定産業医実習機関の指定基準

にも、これら つの科目の実施が定められ
ている。

作業管理の事例

健康の保持
増進対策

健康測定
健康づくり
健康教育
保健指導

これらの科目の更に具体的な内容につい
ては、産業医の資質向上に向けた産業医研
修等に関する検討委員会「労働安全衛生法
第 条第 項に規定する労働者の健康管
理等を行うのに必要な医学に関する知識に
ついての研修：基礎研修カリキュラム研修
目標」（ 年（平成 年））が公表され
ている 。
もっとも、現実には、多くの産業医に得

意・不得意科目があるはずだから、今後は、
チームによる対応、個々の産業医の専門性
に応じた担当業務の切り分けなどが進めら
れる必要があろう。 年 月に厚生労
働省に設置された検討会（厚生労働省「産
業保健のあり方に関する検討会」）でも、
この点が議論されている。
産業医の資格（業務独占資格）は、研修

実施主体の如何（医師会か産業医科大学
か）を問わず、一度取得すれば喪失しない。
日本医師会の産業医学基礎研修や産業医

科大学の基礎研修会等の修了者は産業医の

産業医学振興財団の サイト
（

，最終閲覧日： 年 月 日）。
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目標」（ 年（平成 年））が公表され
ている 。
もっとも、現実には、多くの産業医に得

意・不得意科目があるはずだから、今後は、
チームによる対応、個々の産業医の専門性
に応じた担当業務の切り分けなどが進めら
れる必要があろう。 年 月に厚生労
働省に設置された検討会（厚生労働省「産
業保健のあり方に関する検討会」）でも、
この点が議論されている。
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実施主体の如何（医師会か産業医科大学
か）を問わず、一度取得すれば喪失しない。
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科大学の基礎研修会等の修了者は産業医の

産業医学振興財団の サイト
（

，最終閲覧日： 年 月 日）。
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資格を取得できるが、日本医師会は、その
対象者（日本医師会や産業医科大学の基礎
研修で 単位を取得した者）に対し、別
途、同医師会認定産業医の称号を付与して
いる。これを維持しなくても産業医資格は
喪失しないが、その称号は、所定の研修を
受ける等して更新しない場合、喪失する
（日本医師会「認定産業医の手引き」
（ 年（平成 年））等）。
その意味で、日本医師会の認定産業医制

度は、それを信頼する選任者側に運用を委
ねられた制度と言えるが、実際には、選任
者である事業者が日本医師会発行の認定産
業医証書の提出を選任の条件とすることが
多く、労働基準監督署長に提出する産業医
選任届（安衛則第 条第 項、第 条）
でも、同証書の提出が求められる選択肢と
されることが多いため、必須となっている。
そして、同証書には、有効期限が付されて
いるので、実質的に更新が必要になる。
他方、産業医科大学の基礎研修修了者も

実務的に日本医師会の認定産業医と同等の
扱いを受けている。すなわち、その修了者
に発行される修了認定証を選任者や労働基
準監督署長に提出すれば、産業医としての
活動を認められる。しかし、この証書は、
実質的に産業医の資格を証するものなので、
有効期限が付されていない。結局、基礎研
修修了者に産業医資格を証する統一的な証
書が発行されていないことの問題なのだろ
うが、現状、実質的に後者を取得すれば、
更新講習を受ける必要がなくなる（＝称号
の更新の必要がない）事態となっている。
もっとも、現段階で、産業医科大学の基礎
研修は有償で集中的に受講する必要がある
が、日本医師会の基礎研修は、無償のもの

もあり、細切れ受講も可能等のメリットが
ある。そもそも、両者にはそれぞれ独自性
があるので、メリット・デメリットを単純
には比較できない。
産業医資格や日本医師会の認定産業医称

号の取得後に高めた専門性を認定する制度
として、日本産業衛生学会認定専門医制度、
同指導医制度、社会医学系専門医制度、同
指導医制度、産業医科大学認定産業医学デ
ィプロマ等がある。労働衛生コンサルタン
ト資格を取得する産業医も増えてきている
（この資格を取得すると、安衛則第 条
第 項第 号の要件を満たすため、他の手
段をとらなくても、その専門性の維持を証
明しやすくなる）。

年（令和 年）には、日本産業保
健法学会が認定し、産業保健／メンタルヘ
ルスに関する実践的な法務の知識を認証す
る産業保健法務主任者／メンタルヘルス法
務主任者制度も創設された。
今後、こうした称号の保有者を有利に扱

う選任者が増えることが期待される。
もっとも、産業医としての適性は、こう

した資格等の形式のみで判断できるわけで
はない。専門性や価値観、意欲や能力等で
の事業場・事業者との相性も重要な意味を
持つだろう。そこで筆者は、労働者や労働
者集団からの合理的な根拠に基づく産業医
の交替要求に適正に応じることは、使用者
の安全配慮義務の一環だと論じたことがあ
る 。また、通達の中には、長時間労働に

三柴丈典「使用者の健康・安全配慮義
務」『講座・労働法の再生（ ）』（日本評論
社、 年） 頁。
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よる健康障害対策やメンタルヘルス対策に
おける産業医や衛生管理者の役割の重要性
を踏まえ、適正な選任（と衛生委員会への
参加の徹底）の必要性を述べたものがある
（平成 年 月 日基発第 号）。
ただし、後掲する東京地判平成 年 月

日 ジャパンからも窺われ
るように、実際に不適正な選任による安全
配慮義務違反が司法に肯定されるケースは
多くないと思われる。

＜職務＞
安衛則第 条が、要約、次に掲げる事

項で医学に関する専門的知識を必要とする
ものと定めている。
一 健診 及びその結果に基づく健康の

これは必ずしも産業医自身が健診を行う
べきことを意味しないが、「健康診断結果
に基づき事業者が講ずべき措置に関する指
針」（平成 年 月 日指針公示第 号）
が健診の計画や実施上の注意等について助
言を求めよう示唆していることを踏まえる
必要がある（畠中前掲書（ 年（令和
元年）） 頁）。
なお、選任された産業医が複数いる場合

に 人が全てを行う必要がないことはもと
より、保健師らに補助させて自ら完成させ
ることも可能なことは、安衛則に列挙され
た職務全般に通じる。そもそも安衛法は、
事業者に対して、それらの職務を産業医に
行わせることを義務づけているのであって、
産業医側が実施義務を負う職務は、選任者
たる事業者との契約で定められるべき事柄
である。すなわち、安衛法上、産業医自身
が職務の遂行義務を負うわけではない。た

保持増進措置
二 長時間労働者等で不調が窺われる者

への面接指導その他の健康保持増進措置
三 ストレスチェックの実施及び高スト

レス者等への面接指導、その結果を踏まえ
た健康保持増進措置
四 作業環境管理
五 作業管理
六 その他の健康管理
七 健康教育・相談等の健康保持増進措

置
八 衛生教育
九 健康障害の原因調査と再発防止策
このうち、第 号の措置には、法第

条の 第 項所定の長時間労働者対象の面
接指導のほか、第 条の 所定の措置
（第 条の の面接指導の対象となる長
時間労働基準（原則時間外 時間／月）
を満たさなくても、時間外 時間超／月
もしくは疲労の蓄積や不調が認められる、
事業場独自の基準を満たす等の労働者に対
して行う医師による面接指導、保健指導等
の必要な措置（努力義務））が含まれる。
第 号の健康保持増進措置とは、健診結

果等に基づく事後措置（配置転換、労働時
間短縮、深夜業抑制等）及び健診結果に基
づく医師／保健師による保健指導（努力義
務）を指す。
第 号の作業環境管理（原文では「作業

だし、選任された産業医が 人しかおらず、
職務内容を契約で特定していない場合等に
は、当事者間の合理的意思解釈として安衛
法令等に定められた職務内容がその内容に
なる等と解釈される可能性はある。
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条の 第 項所定の長時間労働者対象の面
接指導のほか、第 条の 所定の措置
（第 条の の面接指導の対象となる長
時間労働基準（原則時間外 時間／月）
を満たさなくても、時間外 時間超／月
もしくは疲労の蓄積や不調が認められる、
事業場独自の基準を満たす等の労働者に対
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務）を指す。
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だし、選任された産業医が 人しかおらず、
職務内容を契約で特定していない場合等に
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なる等と解釈される可能性はある。
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環境の維持管理に関すること」）には、局
所排気装置、エアコン、加湿器等の労働衛
生関係設備のメンテナンス、作業環境測
定・評価及び事後措置等が該当する（昭和
年 月 日基発第 号）。
第 号の作業管理（原文では「作業の管

理に関すること」）には、有害業務での作
業方法、作業時間の適正化、保護具の適正
使用等が該当する（同前）。
安衛法上、健康管理というと健診とその

結果に基づく事後措置等が想起されるが、
ここ（安衛則第 条第 項第 号）でい
う健康管理（原文では「労働者の健康管理
に関すること」）は、法第 条所定の作
業環境管理関係、第 条所定の作業環境
測定関係、第 条所定の健診並びに 条
の 及びその枝条文所定の長時間労働面接、

条の 所定のストレスチェックやその
結果に基づく事後措置、第 条所定の心
と体の健康づくり等、幅広い内容を意味す
る（昭和 年 月 日基発第 号）。
健康管理計画の企画立案、疾病管理や救急
措置等も含み 、結局、本条第 項各号所
定事項は全て含むと考えられる。
第 号の健康教育・相談等の措置（原文

では「健康教育、健康相談その他労働者の
健康の保持増進を図るための措置に関する
こと」）は、法第 条第 項及び第 条
の文言通りであり、これらの規定が定める
心と体の健康づくりを指す。
以上のうち、第 号から第 号所定の作

業環境管理、作業管理、健康管理は、 管

労働調査会前掲編著（ 年（平成
年）） 頁。

理と呼ばれ、産業医や衛生管理者らが行う
べき職務の中軸といえる 。
また、安衛法の解説書は、新たな労働衛

生上の課題の発生に伴い、以下の事柄も職
務上重要になってきているとする 。
①作業関連疾患の（発症、増悪の）予防
②メンタルヘルスケア
③加齢等に伴い高血圧症等の基礎疾患を

持つ労働者の適職配置
④有害業務事業場での作業環境管理、作

安衛法第 条第 項第 号は、産業医
のうち事業者による指名者を衛生委員会の
構成メンバーとすべき旨、安衛則第 条
は、産業医が同委員会等に健康確保に関す
る調査審議を求め得る旨を定め、現に、産
業医が選任された事業場では、同人が衛生
委員会に出席することが多いが、産業医の
出席が安衛則第 条所定の委員会開催義
務の履行の要件とまでは解されない。
また、不適格な産業医との面談により精

神障害（双極性障害躁状態）を発症したと
して、労働者がその選任者たる会社の過失
（当該産業医を交替させる注意義務違反）
責任を主張した東京地判平成 年 月
日 ジャパンにおいて、労働者
は、その産業医が嘱託契約上出席義務のあ
った 種類（本部、本部と同じ地域の直轄、
本部と異なる地域の支社に各設置）の安全
衛生委員会の全てに出席しなかったことを
不適格性の根拠の つと主張したが、裁判
所は、産業医の職務はそれのみでないこと
からも、一部の委員会に出席しなかったこ
とから直ちに不適格とは言えないとした。
労働調査会前掲編著（ 年（平成

年）） 頁。
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業管理と労働者の健康管理等
安衛則第 条第 項は、産業医が産業

医学の専門家として、その職務事項につい
て、総括安全衛生管理者に勧告し 、衛生
管理者に指導・助言できるとし（勧告、指
導、助言の趣旨については、後述する）、
第 項は、これら勧告、指導・助言を行っ
たことを理由に、事業者が産業医を解任そ
の他不利益取扱いを「しないようにしなけ
ればならない」としている（平成 年改正
による新設）。その第一義的な趣旨は、こ
こで述べた産業医の職務の実効性を確保す
るためと解されるが、産業医以外の法定の
労働衛生関係専門職に同旨の規定はないの
で（業務遂行に必要な権限の付与を定める
にとどまる）、立法者が特にその独立的立
場（≒高い地位）の確保を図ろうとしたこ
とが窺われる。
また、安衛則第 条は、安全管理者に

関する第 条、衛生管理者に関する第
条に相当する規定であり、産業医に対して
も、巡視の義務・権限と共に、「作業方法
又は衛生状態に有害のおそれがあるとき」
の健康障害防止措置を義務づけているが、
巡視回数を原則 回／月以上（主に産業医
が業務遂行上必要な情報を獲得するための

もとより本条（法第 条）第 項（旧
第 項）及び働き方改革関連法（「働き方
改革を推進するための関係法律の整備に関
する法律」（平成 年７月６日公布））に
よる安衛則改正（平成 年 月 日厚生
労働省令第 号）で新設された安衛則第

条の は、産業医の事業者への勧告権
を定めている。

一定要件を満たす場合 回／ 月以上）と
定めている。
なお、最近、デジタル技術の進展を前提

に、 機器を用いた遠隔業務等について
通達（令和 年 月 日基発 第
号）が発せられ、以下のような留意事項を
守れば、職務の一部を遠隔で実施しても構
わないと示唆されている。
・職務範囲等を衛生委員会等で審議して

労働者に周知すること、
・必要に応じて産業医が実施で作業環境

等を確認できること、
・送受信の安定性と相互の意見交換の円

滑が確保された機器を用いること、
・健康情報等の漏洩防止のための対策

（特に技術的安全管理措置）が十全に行わ
れること、
・長時間労働者対象面接、一定の労働時

間を超え不調を呈する労働者対象の面接、
ストレスチェック後の面接等については、
所定の通達の留意事項（平成 年 月
日付け基発 第 号（令和２年 月

日最終改正））を遵守し、必要に応じ
て直接対面実施すること、
・作業環境管理、作業管理では、定期巡

視の際に実地で状況確認すること、製造工
程や使用する化学物質の変更等の大きな変
化に際しては実地で状況確認すること、
・衛生教育（安衛則第 条第 項第

号関係）は、 ラーニング等に関する所定
の通達（令和 年 月 日付け基安安発

第 号、基安労発 第 号、基安
化発 第 号）に則して行うべきこと、
・健康障害の原因調査や再発防止措置

（安衛則第 条第 項第 号関係）に際
しては、嗅覚や触覚による情報収集も必要
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導、助言の趣旨については、後述する）、
第 項は、これら勧告、指導・助言を行っ
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とが窺われる。
また、安衛則第 条は、安全管理者に
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も、巡視の義務・権限と共に、「作業方法
又は衛生状態に有害のおそれがあるとき」
の健康障害防止措置を義務づけているが、
巡視回数を原則 回／月以上（主に産業医
が業務遂行上必要な情報を獲得するための

もとより本条（法第 条）第 項（旧
第 項）及び働き方改革関連法（「働き方
改革を推進するための関係法律の整備に関
する法律」（平成 年７月６日公布））に
よる安衛則改正（平成 年 月 日厚生
労働省令第 号）で新設された安衛則第

条の は、産業医の事業者への勧告権
を定めている。

一定要件を満たす場合 回／ 月以上）と
定めている。
なお、最近、デジタル技術の進展を前提

に、 機器を用いた遠隔業務等について
通達（令和 年 月 日基発 第
号）が発せられ、以下のような留意事項を
守れば、職務の一部を遠隔で実施しても構
わないと示唆されている。
・職務範囲等を衛生委員会等で審議して

労働者に周知すること、
・必要に応じて産業医が実施で作業環境

等を確認できること、
・送受信の安定性と相互の意見交換の円

滑が確保された機器を用いること、
・健康情報等の漏洩防止のための対策

（特に技術的安全管理措置）が十全に行わ
れること、
・長時間労働者対象面接、一定の労働時

間を超え不調を呈する労働者対象の面接、
ストレスチェック後の面接等については、
所定の通達の留意事項（平成 年 月
日付け基発 第 号（令和２年 月

日最終改正））を遵守し、必要に応じ
て直接対面実施すること、
・作業環境管理、作業管理では、定期巡

視の際に実地で状況確認すること、製造工
程や使用する化学物質の変更等の大きな変
化に際しては実地で状況確認すること、
・衛生教育（安衛則第 条第 項第

号関係）は、 ラーニング等に関する所定
の通達（令和 年 月 日付け基安安発

第 号、基安労発 第 号、基安
化発 第 号）に則して行うべきこと、
・健康障害の原因調査や再発防止措置

（安衛則第 条第 項第 号関係）に際
しては、嗅覚や触覚による情報収集も必要
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となり得るので、原則として実施で状況確
認すべきこと（報告書等の確認で足りる場
合を除く）、
・定期巡視（安衛則第 条関係）は産

業医が実地で行うべきこと、
・安全衛生委員会等に出席する場合には、

所定の通達（令和 年 月 日付け基発
第 号）によるべきこと、

・産業医が遠隔実施が適当でないと認め
る職務については、事業者が実地での実施
に配慮すべきこと。

＜産業歯科医＞
産業歯科医という呼称は、安衛則第

条の見出しにあるが、安衛法本法にはない。
酸による洗浄、メッキ作業、バッテリー製
造など、酸やフッ化水素等、歯やその支持
組織に有害な物質を取り扱う業務（化学工
業、窯業・土石製品製造業、非金属製品製
造業等に多い）での活用が想定されている
が、実際にはこうした業務を行う事業場で
もあまり歯科検診が実施されておらず 、
産業歯科医の存在や、産業歯科保健の活動
は、未だ十分に認知されていない。しかし、
歯牙酸蝕症等の職業性歯科疾患は、未だ中
小企業を中心に生じている 。

令和 年 月 日基安労発 第
号。奈良県歯科医師会の サイト（

，最終閲覧日： 年
月 日）も参照した。
日本産業衛生学会産業歯科保健部会の
サイト（

，最終閲覧日：

現行安衛法では、第 条第 項が、歯
科医師による特殊健診（及び、第 項で労
働者自身の選択した歯科医師による健診）
を定め、安衛則第 条が、それを雇入れ
時、有害業務への配置時、配置後 月以内
の定期に行うよう、また、その対象を、施
行令第 条第 項が定める塩酸、硝酸、
硫酸など、歯やその支持組織にとって有害
な物のガス等にばく露し得る業務に常時従
事する労働者がいる全ての事業場とすべき
ことを定めている。
この制度の嚆矢は、 年（昭和

年）の労基法改正により設けられた、特定
業務従事者対象の歯科医師健診規定にある
と思われる。
本条文の委任規定（省令）は、安衛則で

あり、特化則にも、歯肉炎、歯牙の変色や
変化を引き起こす物質の取り扱い業務を対
象とした健診規定が設けられているが、実
施者は医師とされている。
平成 年法改正（法律第 号）で新設

された法第 条の は、事業者が、医師
と同様に歯科医師にも健診結果を踏まえた
意見を聴取するよう、第 条の は、や
はり医師による健診の場合と同様に、事業
者が、当該意見を踏まえ、必要が認められ
る場合に、就業上の措置（配置転換、労働
時間短縮、深夜業の抑制等）を行うよう義
務づけた。
このうち歯科医師（医師も同じ）からの

意見聴取義務は、（産業医の選任義務の有
無にかかわらず、）全ての事業場に義務づ
けられている。すなわち、法第 条の

年 月 日）。

－ 329 －



分担研究報告書（三柴 丈典）

に基づく意見聴取は、法定外の歯科健診が
実施された場合にも及ぶ。
なお、安衛則第 条第 項は、上述の

法第 条第 項の特殊健診の対象事業場
（施行令第 条第 項所定の有害物質を
取り扱う業務のある事業場）のうち、その
有害業務に常時 人以上の労働者を従事
させる事業場において、適宜、歯科医師か
ら、歯科に関する健康管理事項一般（原文
では、「安衛則第十四条第一項各号所掲事
項（＊産業医の職務）のうち当該労働者の
歯又はその支持組織に関する事項」）につ
いて意見聴取するよう求めている（条文の
語尾は「聴くようにしなければならな
い」）。
歯科医師会からの要望もあり、近年、法

令上の歯科医師業務の強化を通じた歯科医
師の産業保健制度への組み込みが図られて
いる。従前、前掲の歯科特殊健診の報告義
務は、常時使用労働者数 人以上の事業
者のみに課されていたが、報告義務のない
小規模事業場での実施率は 割程度にとど
まっていたこと（令和 年 月 日基安
労発 第 号別添 ）等を踏まえ、レ
オ和 年 月から施行予定で安衛則を改
正し、当該健診の実施義務のある全ての規
模の事業場に実施報告の義務を課すと共に、
新たな様式による詳しい報告を課すことと
した（改正安衛則第 条、第 条）。

＜産業医に関する規定と医師に関する規定
＞
安衛法と安衛則には、産業医に関する規

定と医師に関する規定がある。以下にそれ
ぞれを列挙し、その特徴を描出する。

（ ）産業医に関する規定
（ ）安衛法
第 条
第 項：所定の条件を満たす事業場

における産業医の選任及び所定の健康
管理等の業務をさせる義務
第 項：産業医に求められる知識要

件
第 項：産業医による職務の誠実遂

行義務
第 項：事業者から産業医への職務

に必要な情報提供義務
第 項：事業者への勧告権と事業者

の尊重義務
第 項：勧告を受けた際の事業者の

衛生委員会等への報告義務
第 条の
産業医による健康相談のための体制

整備等（役割、相談の申出方法、情報
の適性取扱いの周知等）の義務
第 条
第 項第 号：衛生委員会の委員へ

の就任
第 条
第 項第 号：安全衛生委員会の委

員への就任
第 条
第 項：産業医の業務内容等の労働

者への周知義務
第 条
厚生労働大臣による資質の向上、資

料の提供等の支援

（ ）安衛則
第 条
第 項：法第 条第 項所定の産業

医の選任義務の詳細（除外すべき者、

－ 330 －



分担研究報告書（三柴 丈典）

に基づく意見聴取は、法定外の歯科健診が
実施された場合にも及ぶ。
なお、安衛則第 条第 項は、上述の

法第 条第 項の特殊健診の対象事業場
（施行令第 条第 項所定の有害物質を
取り扱う業務のある事業場）のうち、その
有害業務に常時 人以上の労働者を従事
させる事業場において、適宜、歯科医師か
ら、歯科に関する健康管理事項一般（原文
では、「安衛則第十四条第一項各号所掲事
項（＊産業医の職務）のうち当該労働者の
歯又はその支持組織に関する事項」）につ
いて意見聴取するよう求めている（条文の
語尾は「聴くようにしなければならな
い」）。
歯科医師会からの要望もあり、近年、法

令上の歯科医師業務の強化を通じた歯科医
師の産業保健制度への組み込みが図られて
いる。従前、前掲の歯科特殊健診の報告義
務は、常時使用労働者数 人以上の事業
者のみに課されていたが、報告義務のない
小規模事業場での実施率は 割程度にとど
まっていたこと（令和 年 月 日基安
労発 第 号別添 ）等を踏まえ、レ
オ和 年 月から施行予定で安衛則を改
正し、当該健診の実施義務のある全ての規
模の事業場に実施報告の義務を課すと共に、
新たな様式による詳しい報告を課すことと
した（改正安衛則第 条、第 条）。
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第 条の
産業医による健康相談のための体制

整備等（役割、相談の申出方法、情報
の適性取扱いの周知等）の義務
第 条
第 項第 号：衛生委員会の委員へ

の就任
第 条
第 項第 号：安全衛生委員会の委

員への就任
第 条
第 項：産業医の業務内容等の労働

者への周知義務
第 条
厚生労働大臣による資質の向上、資

料の提供等の支援

（ ）安衛則
第 条
第 項：法第 条第 項所定の産業

医の選任義務の詳細（除外すべき者、

分担研究報告書（三柴 丈典）

専属とすべき場合、複数選任すべき場
合等）
第 項：労基署長への選任届
第 項：選任できない場合の特例
第 項：辞任／解任時の衛生委員会

等への報告
第 条
第 項：法第 条第 項所定のさせ

るべき業務の具体的内容
第 項：法第 条第 項所定の知識

要件の具体的内容
第 項：総括安全衛生管理者に対す

る勧告、衛生管理者への指導／助言の
権限
第 項：勧告等を理由とする産業医

への不利益取扱いの抑制
第 項：産業医による専門性の研鑽

の努力義務
第 条の
第 項：法第 条第 項に基づき事

業者が産業医に提供すべき情報の具体
的内容
第 項：同じく提供すべきタイミン

グ（所定の出来事の後「速やかに」）
第 条の
第 項：法第 条第 項所定の勧告

前に事業者の意見を求めるべきこと
第 項：事業者の勧告内容の保存義

務
第 項：産業医から受けた勧告内容

の衛生委員会等への報告のタイミング
（勧告後「遅滞なく」）
第 項：同じく衛生委員会等に報告

すべき内容
第 条の
第 項：所定の職務（第 条第

項）をなし得る権限を付与すべきこと

第 項：前項の権限の具体的内容
（事業者等への意見具申、労働者から
の情報収集、緊急時の労働者への指
示）
第 条
産業医による定期巡視及び有害のお

それのある場合の対応の義務
第 条
第 項：衛生委員会等に対する調査

審議の請求権
第 条の
第 項：長時間労働者（第 条の

第 項）への面接指導の申し出の勧奨
権限
第 条
第 項：伝染病罹患者等所定の者の

就業禁止に際しての事業者の産業医等
への意見聴取義務（ただし、「産業医そ
の他専門の医師」）
第 条の
法第 条第 項に基づき事業者が

産業医に提供すべき情報の具体的内容
（業務の具体的内容、健康相談の申出
方法、健康情報等の適正取扱い）

（ ）医師に関する規定
（ ）安衛法
第 条の
産業医選任義務のない小規模事業場

における健康管理等の努力義務の実施
主体（健康管理等を行うのに必要な医
学に関する知識を有する医師等）
第 条
第 項：一般健診
第 項：有害業務での特殊健診
第 項：有害業務での特殊歯科検診

（歯科医師）
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第 項：事業者指定医による健診を
希望しない労働者による自身の選択し
た医師／歯科医師による自費での健診
（以下、「自己選択健診」という）の受
診と結果の提出義務
第 条の
深夜業従事者による医師による自発

的な健診の受診と結果の提出の権利
第 条の
第 条所定の健診や 条の 所定

の医師／歯科医師による自発的健診の
結果に基づく医師／歯科医師への意見
聴取義務
第 条の
前条の医師／歯科医師の意見の勘案

した上での事業者の事後措置義務（事
後措置に際しての医師／歯科医師の意
見の勘案義務）
第 条の
第 条第 項所定の健診、第 項所

定の自己選択健診、第 条の 所定の
自発的健診の結果を踏まえた医師／保
健師による保健指導の努力義務
第 条の
第 項：長時間労働者への面接指導
第 項：面接指導結果に基づく事業

者の医師への意見聴取義務
第 項：前項の医師の意見を勘案し

た上での事業者の事後措置義務（事後
措置に際しての医師の意見の勘案義
務）
第 条の の
第 条の 所定の基準を満たさない

が、一定の長時間労働を行った労働者
への医師による面接指導
第 条の の
第 項～第 項：高度プロフェッシ

ョナル制度（労基法第 条の 第
項）の対象労働者であって、在社勤務
時間と社外勤務時間の合計（健康管理
時間）が長時間にわたる者への医師に
よる面接指導、事業者による医師への
意見聴取、当該意見を踏まえた事後措
置等の実施義務
第 条の
第 項～第 項：医師等（保健師の

ほか、所定の研修を受けた歯科医師、
看護師、精神保健福祉士、公認心理
師）によるストレスチェックの実施、
医師等による結果の通知、医師による
面接指導、事業者による医師への意見
聴取、当該意見を踏まえた事後措置等
の実施義務

（ ）安衛則
第 条
衛生管理者となれる者（医師、歯科医

師等）
第 条
第 項：産業医選任義務のある中規模

以上の事業場における産業医の法定業務
（同条第 項）のうち歯等に関する事項
についての歯科医師への意見聴取の促進
第 項：法定歯科健診を行った歯科医

師の事業者等への勧告権限
第 条の
第 項及び第 項：法第 条第 項

により事業者が産業医に提供すべき情報
に、医師／歯科医師からの意見聴取を踏
まえて講じた／講じようとする措置等を
含み、情報提供は、当該意見聴取の後遅
滞なく行うべきこと
第 条の
産業医選任義務のない小規模事業場の
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第 項：事業者指定医による健診を
希望しない労働者による自身の選択し
た医師／歯科医師による自費での健診
（以下、「自己選択健診」という）の受
診と結果の提出義務
第 条の
深夜業従事者による医師による自発

的な健診の受診と結果の提出の権利
第 条の
第 条所定の健診や 条の 所定

の医師／歯科医師による自発的健診の
結果に基づく医師／歯科医師への意見
聴取義務
第 条の
前条の医師／歯科医師の意見の勘案

した上での事業者の事後措置義務（事
後措置に際しての医師／歯科医師の意
見の勘案義務）
第 条の
第 条第 項所定の健診、第 項所

定の自己選択健診、第 条の 所定の
自発的健診の結果を踏まえた医師／保
健師による保健指導の努力義務
第 条の
第 項：長時間労働者への面接指導
第 項：面接指導結果に基づく事業

者の医師への意見聴取義務
第 項：前項の医師の意見を勘案し

た上での事業者の事後措置義務（事後
措置に際しての医師の意見の勘案義
務）
第 条の の
第 条の 所定の基準を満たさない

が、一定の長時間労働を行った労働者
への医師による面接指導
第 条の の
第 項～第 項：高度プロフェッシ

ョナル制度（労基法第 条の 第
項）の対象労働者であって、在社勤務
時間と社外勤務時間の合計（健康管理
時間）が長時間にわたる者への医師に
よる面接指導、事業者による医師への
意見聴取、当該意見を踏まえた事後措
置等の実施義務
第 条の
第 項～第 項：医師等（保健師の

ほか、所定の研修を受けた歯科医師、
看護師、精神保健福祉士、公認心理
師）によるストレスチェックの実施、
医師等による結果の通知、医師による
面接指導、事業者による医師への意見
聴取、当該意見を踏まえた事後措置等
の実施義務

（ ）安衛則
第 条
衛生管理者となれる者（医師、歯科医

師等）
第 条
第 項：産業医選任義務のある中規模

以上の事業場における産業医の法定業務
（同条第 項）のうち歯等に関する事項
についての歯科医師への意見聴取の促進
第 項：法定歯科健診を行った歯科医

師の事業者等への勧告権限
第 条の
第 項及び第 項：法第 条第 項

により事業者が産業医に提供すべき情報
に、医師／歯科医師からの意見聴取を踏
まえて講じた／講じようとする措置等を
含み、情報提供は、当該意見聴取の後遅
滞なく行うべきこと
第 条の
産業医選任義務のない小規模事業場の

分担研究報告書（三柴 丈典）

事業者が法第 条の 第 項に基づき
健康管理等を行う場合、必要な知識を持
つ医師の選任や、国の支援事業（地産保
等）の利用等に努めるべきこと
第 条
医師による雇い入れ時健診の実施項目

第 条
第 項：医師による定期健診の実施項

目
第 項：医師が不要と認める場合の項

目の省略
第 項：医師が適当と認める聴力検査

の採用
第 条の
第 項：第 条の は、中学生以下

の年少者につき、学校保健法上の健診を
受診することや、規制により労働自体の
有害性が抑制されていること等から、基
本的に第 条の健診を免除する定めだ
が、第 項は、小学校就学以下など、学
校保健法上の健診も受けない者であって
も、医師の判断で健診項目を省略できる
としている。
第 条
第 項：医師による特定業務従事者向

けの健診
第 項：医師が認めた場合の、定期健

診と重複する項目の省略
第 項：医師が適当と認める聴力検査

の採用
第 条の
第 項：海外派遣する労働者に対する

医師が必要と認める健診項目についての
医師による健診
第 項：海外派遣後帰国する労働者に

対する医師が必要と認める健診項目につ
いての医師による健診

第 条
施行令第 条第 項所定の歯やその

支持組織に有害な物のガス等にばく露し
得る業務に常時従事する労働者がいる事
業場における歯科健診の実施義務
第 条の
法第 条の 所定の医師による自発

的健診の受診者による結果の提出の権利
第 条の
第 項：健診結果に基づく医師／歯科

医師からの意見聴取（法第 条の ）
の具体的方法
第 項：自発的健診（法第 条の
）の結果に基づく医師／歯科医師から
の意見聴取の具体的方法
第 条の
第 項：既に面接指導を受けた者等に

かかる医師の判断による長時間労働面接
（法第 条の ）の省略
第 条の
長時間労働面接（法第 条の ）の

面接指導において医師が確認すべき事項
第 条の
第 項：長時間労働面接（法第 条

の ）の面接指導の結果の記録には、当
該結果を踏まえて医師から聴取した意見
（法第 条の 第 項）を記載すべき
こと
第 条の
医師への意見聴取（法第 条の 第
項）は、面接指導後「遅滞なく」行う

べきこと
第 条の
第 項：ストレスチェックの実施者に

医師のほか保健師、所定の研修を修了し
た歯科医師、看護師、精神保健福祉士、
公認心理士が該当すること
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第 条の
ストレスチェックの結果は、実施者の

医師等から遅滞なく本人に通知させるよ
うにすべきこと
第 条の
ストレスチェック後の面接指導の対象

は、高ストレスであって実施者である医
師等が必要ありと認めた者とすること
第 条の
第 項：ストレスチェック実施者の医

師等は、前条の対象者に面接指導を申し
出るよう勧奨できること
第 条の
ストレスチェック後の面接指導に当た

る医師が確認すべき事柄（勤務状況、ス
トレス状況、その他の心身の状況）
第 条の
事業者が保存すべき面接指導結果の記

録には、面接指導担当医師、当該医師に
よる意見（法第 条の 第 項）が
含まれるべきこと
第 条の
事業者は、ストレスチェック後の面接

指導の終了後、遅滞なく医師からの意見
聴取（法第 条の 第 項）を行う
べきこと
第 条
第 項：事業者が伝染病等所定の疾病

り患者につき就業禁止の措置義務を果た
す際には、産業医その他の専門医の意見
をきくべきこと

（ ）窺われる特徴
以上の整理から、産業医には、医師でな

くても可能だが、産業保健の専門性と、特
に事業者との関係での権限が求められる業
務等が割り当てられていること、医師には、

主に健診やそれに類する面談に基づく意見
具申の業務が割り当てられていることが窺
われる。

試論：産業医制度はなぜ必要
なのか

（ ）はじめに
近年の安衛法上の重点政策である産業保

健の担い手として、厚生労働省が重視し、
発展を図ろうとしているのが産業医制度で
ある（むろん、保健職、看護職らの実務的
な重要性も認識しているが、先ずは医師の
地位の確立を図り、産業保健職全体の引き
上げを図ろうとしてきたと察せられる）。
日本の安衛法は、もとより、産業医の職

務として、いわゆる労働衛生の 管理（①
職場空間にある有害物の除去などを典型と
する作業環境管理、②腰痛を防止する作業
方法の採用などを典型とする作業管理、③
健診やその結果を踏まえた就業上の配慮を
典型とする健康管理）、衛生・健康教育、
労働者の健康障害の原因の調査と再発防止
策等を定めていたところ、近年、ストレス
チェック制度の創設や、働き方改革での長
時間労働対策の強化に際して、面接指導な
どの職務が積極的に割り当てられた。要す
るに、重要な政策課題に関する仕事の割当
を通じて同制度の意義の向上が図られてき
た。日本医師会も、産業医の継続教育制度

以下、三柴丈典「産業医制度はなぜ必
要なのか ～働き方改革関連法の施行を踏
まえて改めて考える～」 （連合総研レ
ポート） （ 年（令和 年））
頁に若干の修正を加えて転載した。
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第 条の
ストレスチェックの結果は、実施者の

医師等から遅滞なく本人に通知させるよ
うにすべきこと
第 条の
ストレスチェック後の面接指導の対象

は、高ストレスであって実施者である医
師等が必要ありと認めた者とすること
第 条の
第 項：ストレスチェック実施者の医

師等は、前条の対象者に面接指導を申し
出るよう勧奨できること
第 条の
ストレスチェック後の面接指導に当た

る医師が確認すべき事柄（勤務状況、ス
トレス状況、その他の心身の状況）
第 条の
事業者が保存すべき面接指導結果の記

録には、面接指導担当医師、当該医師に
よる意見（法第 条の 第 項）が
含まれるべきこと
第 条の
事業者は、ストレスチェック後の面接

指導の終了後、遅滞なく医師からの意見
聴取（法第 条の 第 項）を行う
べきこと
第 条
第 項：事業者が伝染病等所定の疾病

り患者につき就業禁止の措置義務を果た
す際には、産業医その他の専門医の意見
をきくべきこと

（ ）窺われる特徴
以上の整理から、産業医には、医師でな

くても可能だが、産業保健の専門性と、特
に事業者との関係での権限が求められる業
務等が割り当てられていること、医師には、

主に健診やそれに類する面談に基づく意見
具申の業務が割り当てられていることが窺
われる。

試論：産業医制度はなぜ必要
なのか

（ ）はじめに
近年の安衛法上の重点政策である産業保

健の担い手として、厚生労働省が重視し、
発展を図ろうとしているのが産業医制度で
ある（むろん、保健職、看護職らの実務的
な重要性も認識しているが、先ずは医師の
地位の確立を図り、産業保健職全体の引き
上げを図ろうとしてきたと察せられる）。
日本の安衛法は、もとより、産業医の職

務として、いわゆる労働衛生の 管理（①
職場空間にある有害物の除去などを典型と
する作業環境管理、②腰痛を防止する作業
方法の採用などを典型とする作業管理、③
健診やその結果を踏まえた就業上の配慮を
典型とする健康管理）、衛生・健康教育、
労働者の健康障害の原因の調査と再発防止
策等を定めていたところ、近年、ストレス
チェック制度の創設や、働き方改革での長
時間労働対策の強化に際して、面接指導な
どの職務が積極的に割り当てられた。要す
るに、重要な政策課題に関する仕事の割当
を通じて同制度の意義の向上が図られてき
た。日本医師会も、産業医の継続教育制度

以下、三柴丈典「産業医制度はなぜ必
要なのか ～働き方改革関連法の施行を踏
まえて改めて考える～」 （連合総研レ
ポート） （ 年（令和 年））
頁に若干の修正を加えて転載した。
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の整備などを通じ、同制度の強化を図ろう
としている。
ここ四半世紀ほどは、産業医資格の取得

を望む医師が増えており、資格取得者は既
に 万人に達している 。 年に産業
医ほか産業保健の専門家を養成するために
開学した産業医科大学も 周年を迎え、
筆者の観察からも、意欲的な産業医が増え
てきているように思われる。また、産業医
の存在感の高まりの反映か、産業医を被告
としたり、実質的にその責任を問うような
訴訟も増えてきている（後掲の関係判例を
参照されたい）。
しかし、法規則に規定された産業医業務

の中で、医師免許がなければできない独占
業務（医行為等）は限られており、そもそ
も産業保健業務は、事業者の履行補助・代
行者として行うものであって、産業医は、
事業者の支援者にはなり得ても、自己完結
的な意思決定者にはなり得ない。また、業
務内容自体が「医師らしくない」と捉えら
れ易い。
そうした限界もあって、未だ、一般的に、

産業医への労使、医療界、社会の評価が高
いとは言い切れず、産業医を専業とする者
の数も限られている（堀江論文 を参考に
すれば、おそらく国全体で 名程度で
あり、全医師の ％にも充たない）。国際

日本医師会の サイト（

，最終閲覧日： 年 月 日）。
堀江正知「産業医と労働安全衛生法の

歴史」産業医科大学雑誌 巻特集号
（ 年） 頁。

的にみても、産業医（に相当する職）の選
任を事業者に義務づけている国は、独仏と
北欧諸国の一部などに限られている 。他
方 、 の よ う に 、

：総合診療医。いわゆる家庭
医のこと が、プライマリー・ケア（日常
生活にわたる密接で総合的、継続的な健康
管理；疾病の予防から健康づくりまで）を
通じて、実質的に産業医に近い役割～少な
くとも勤労者医療 の役割～を果たしてい
る国もある（もっとも、 にもいわゆる
産業医が存在する。ビジネスを行う会社に
所属し、その会社が契約する企業等で産業
保健活動を行う。あるいは主に公共部門に
ある組織内の産業保健部門に所属して活動
を行う。 では、法律上、産業医の選任
義務は定められていないが、使用者に安全
衛生法や民事の裁判法理上、重い健康管
理・配慮責任が課されていることから、こ
のようなニーズが生まれているという ）。

厚生労働省作成資料（

，最終閲覧日：
年 月 日）。
労働者が職場で健康に働けるよう、当

該個人への支援を医療機関側から行う作用
のこと。それを職場側で労働者個人と組織
の双方に対して行うのが産業医である（大
久保利晃「産業医と勤労者医療」日本職
業・災害医学会会誌第 巻 号（ 年
（平成 年）） 頁）。

の著者であり、
で産業保健法学の礎を築いた
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そこで本項では、改めて、産業医制度の
現代的な意義について、試論を述べる。結
論から言えば、各組織が抱える／認識する
健康課題の解決に貢献することだと考える。
それは、突き詰めると、個人と仕事や職場
の適応の支援であり、個人と組織への働き
かけであり、健康課題に関する個人と組織
の納得の最大化になるのだろうと思う。

（ ）産業医の現代的役割を示唆する最近
の事件～神奈川 経営労務センターほか
事件～
昨今、産業医業務の多くは、メンタルヘ

ルスと生活習慣病に関わる問題への対応に
なっている。中でも、発達や性格傾向が職
場環境に適応しない労働者への対応が懸案
となり、時に訴訟にまで発展する。典型例
の つが、神奈川 経営労務センターほ
か事件（東京高判平成 年 月 日

他）である。
このケースでは、同種同根の問題から、

既に つの訴訟が提起されている。元はと
いえば、社会保険労務士が運営する同セン
ターが、おそらくは、その組織とあまり相
性の良くない事務員を採用したこともあっ
て、ハラスメント問題に発展し、事務員か
ら訴訟が提起された後、センター側が一定
金額を支払い、ハラスメント防止策をとる
こと等を内容とする訴訟上の和解で終結し
た（これは、訴訟実務上は、センター側が
ハラスメントの存在を認めたのと同じよう
な意味を持つ）。しかし、その後も対立関

氏による（ 年 月 日の電子
メール）。

係は継続し、事務員は、和解条件が守られ
ていないとして 次訴訟を起こし、その請
求は認容された。そのうちに、事務員は、
うつ状態となったが、センターから休職命
令を受けて療養し、臨床症状は改善したた
め、主治医の診断書を添えて復職を求めた
ところ、心療内科を臨床上の専門とするセ
ンターの嘱託産業医は、性格・人格的な問
題から復職不可との意見を述べ、センター
も復職を拒否して休職期間満了による退職
措置を講じたため、 次訴訟が起き、結局、
退職措置は違法無効とされた。その後も、
センターが給与を支払いつつも復職させず
にいたところ、遂にはセンターの嘱託産業
医を相手方として名誉毀損等に基づく損害
賠償請求訴訟が提起された、という経過で
ある 。
このケースでは、被告は人事労務問題の

プロであるはずの社会保険労務士の団体等
であり、心療内科を専門とする嘱託産業医
も代理人弁護士もいる、という体制のもと
で、事態は沈静化せず、悪化した。以前で
あれば、実際には、退職勧奨や解雇で終わ
っていた問題なのかもしれないが、今は、
違法なハラスメントであるなどとして事件
化し易い。では、産業医は、どうすれば良
かったのか。

なお、産業医個人を相手取った第 次
訴訟にかかる横浜地判令和 年 月 日
は、要約、当該産業医の判断や発言に法的
に過失といえるほどのものはなかったし、
そもそも、産業医として不適当な判断や言
動を行ったかも微妙との趣旨を述べ、請求
を棄却した。
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た（これは、訴訟実務上は、センター側が
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うつ状態となったが、センターから休職命
令を受けて療養し、臨床症状は改善したた
め、主治医の診断書を添えて復職を求めた
ところ、心療内科を臨床上の専門とするセ
ンターの嘱託産業医は、性格・人格的な問
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も復職を拒否して休職期間満了による退職
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退職措置は違法無効とされた。その後も、
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にいたところ、遂にはセンターの嘱託産業
医を相手方として名誉毀損等に基づく損害
賠償請求訴訟が提起された、という経過で
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このケースでは、被告は人事労務問題の

プロであるはずの社会保険労務士の団体等
であり、心療内科を専門とする嘱託産業医
も代理人弁護士もいる、という体制のもと
で、事態は沈静化せず、悪化した。以前で
あれば、実際には、退職勧奨や解雇で終わ
っていた問題なのかもしれないが、今は、
違法なハラスメントであるなどとして事件
化し易い。では、産業医は、どうすれば良
かったのか。

なお、産業医個人を相手取った第 次
訴訟にかかる横浜地判令和 年 月 日
は、要約、当該産業医の判断や発言に法的
に過失といえるほどのものはなかったし、
そもそも、産業医として不適当な判断や言
動を行ったかも微妙との趣旨を述べ、請求
を棄却した。
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あくまで筆者の私見だが、本件で、産業
医には、組織全体をよく観察した上で戦略
的な動きをとる必要があったと考える。仮
に最終的には退職させるという結論を持っ
ていたとしても、そこに至るまでの手順を
アドバイスすることなく、短兵急に、組織
の運営者が望んでいると思われる結論だけ
を伝えると、かえって労使双方に不利益を
与えることがある。よって、センターの運
営者や本人に陰性感情を持つ周囲の事務員
らに対しては、表向き、「本人にスムーズ
に辞めてもらうためにも、復職させる必要
がある」などと説得し、その方法を徹底的
に討議させて、成熟化（≓多様な個性を受
け入れる力）を誘う一方で、本人に対して
は、復職後、充たすべき職務上の条件を説
明して合意をとり、復職後も経過を観察す
る。また、その過程で、一方では本人によ
い距離感で共感できるような人物を相談相
手として設置して状況報告を受け、他方で
は、本人に、すべきこと・してはいけない
ことを毅然と伝える。つまり、「北風と太
陽」ならぬ、「太陽と北風」で臨むことで、
望ましい行動に近づけつつ、本人がそうで
きない場合には、納得して休退職してもら
える条件整備に努める。
もっとも、今となっては難しい面もあろ

うから、一定の金銭支払を前提に退職の交
渉を誘うのも一案だろう。
では、こうした役割まで医師が果たすべ

きか。
大久保利晃元産業医科大学学長は、産業

医業務の重点が個々の労働者の特性に着目
した健康管理から、組織全体の健康度向上
に移行すると、職場に医療が直接関わる必
要性自体が問われてくると予言しておられ

たが 、このケースのように、労働者の特
性に関わるにせよ、身体の健康というより、
個々人の性格傾向と組織の文化の関係調整
となると、本来、社会保険労務士や人事労
務担当者の業務なのではないか。
けれども、産業医業務の重点は時代と共

に変わるし、個々人の性格傾向や行動傾向
を医療人と産業人の つの目線で捉え、環
境適応に努めることこそ、産業保健ないし
予防の本質に近く、労使双方の利益に適う
ようにも思われる。それは、世の中にはい
ろいろな人間がいて、価値観があることを
前提に、不条理や矛盾を受け入れつつ、物
事を先に進める、という意味では、実学的
な文系的素養を磨くことなのかもしれない。
とはいえ、事業が抱える健康課題の解決

に貢献するには、その事業の特質に応じて、
化学物質や細菌の危険有害性のほか、機械
器具、建設、電気など、安全衛生に関する
理化学的知識も貪欲に学ぶ必要がある。少
なくとも、適切な専門家・機関を選択して
協働する必要がある。ここで期待されてい
るのは、好奇心や向学心（と、それらを支
える学力）のように思われる。今現在であ
れば、 にかかるリスク管理の支
援を求められたり、積極的に対応策を提言
している産業医も多いが、その度合いには
かなりの落差があるように見受けられる。
人によっては、事業場から、自宅待機のさ
せ方、支払うべき賃金額、リモートワーク
のさせ方まで、様々な相談が寄せられてい
るという。

大久保前掲（ 年） 頁。
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（ ）私傷病者に対する行政と司法の姿勢
と産業医ら産業保健専門職の役割
昨今の私傷病者に対する行政と司法の姿

勢と産業医ら産業保健専門職の役割を筆者
が図式化したのが、図 （私傷病者への
対応）である。以下では、この図に即して
説明する。
現在、日本では、世界的にもトップスピ

ードで少子高齢化が進行しており、集団よ
り個人を尊重する意識も、以前よりは強く
なっている。
こうしたマクロ的変化も受けて、厚生労

働省の安全衛生政策の重点は変化してきた。
以前は、建設現場での転落防止や、アスベ
ストへのばく露による中皮腫罹患や肺がん
の防止など、業務上のリスク対策を軸とし
ていたが、政策の比重が健康に移行するに
連れ、メンタルヘルス不調など、一般的に
業務上とは言い切れない、又は／及び、疾
病を生じるとは言い切れない問題への対応
に歩みが進み、遂には、がん等の難病を発
病した労働者の就労支援にまで触手が及ん
でいる。これは、いよいよ政策が労働者の
生き方や働き方に踏み込み始めたというこ
とであり、見ようによっては「お節介」と
言えなくもないが、まさに国民総活躍のた
めにも、個々の労働者の健康と就労を丁寧
に支援していこうということである。
こうした政策の流れとほぼ歩調を合わせ、

裁判所も、疾病障害者らに対する法的救済
の水準を引き上げてきた。例えば、安全配
慮義務の一環として、労働者の素因（基礎
疾患や疾病を引き起こしやすい資質など）
を疾病の発症や増悪に至らしめないよう配
慮する健康配慮義務を、脳心臓疾患にかか
る事案を中心に認める例が相当数にのぼっ

ている（ただし、健康配慮義務という用語
を使用した例はさほど多くない）。また、
日本では、もとより労働者の解雇には民事
裁判において厳しいハードルが設けられて
きていたが、職場で問題行動をとる精神障
害者についても、そうした行動が精神障害
の影響下にあると認められる限り、一定の
手続きを踏まない限り違法とする例が増え
て来ているように見受けられる（例えば、
カンドー事件東京地判平成 年 月 日
労働判例 号 頁、京都府立大学事件
京都地判平成 年 月 日労働判例

号 頁など）。こうした流れは、私
傷病者への不適切な対応による疾病の発症
や増悪を業務上（広い意味での労災）と評
価する傾向と相互に影響し合っている。さ
らに、近年、障害者雇用促進法が、障害者
の障害や個性などの特性に応じて、できる
限り、オーダーメードの就労支援策を講じ
るべきこと等を内容とする合理的配慮義務
を定めるなど、事業者に障害者の就労支援
を求める法整備が進んで来ており、特に発
達障害については、独立した支援法（発達
障害者支援法（平成 年法律第 号）
が制定されているほか、障害者雇用促進法
（昭和 年法律第 号）に基づき、他
の精神障害とは別個になすべき配慮が関係
指針で示されるなど、積極的な配慮が求め
られている。こうした法政策の動きは、裁
判所による雇用契約の解釈、解雇の正当性
の判断などの面で、民事裁判にも影響する
（合理的配慮義務を盛り込む障害者雇用促
進法の改正前ではあるが、好例として阪神
バス（勤務配慮）事件神戸地尼崎支判平成
年 月 日判例時報 号 頁が

挙げられる）。
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ていたが、政策の比重が健康に移行するに
連れ、メンタルヘルス不調など、一般的に
業務上とは言い切れない、又は／及び、疾
病を生じるとは言い切れない問題への対応
に歩みが進み、遂には、がん等の難病を発
病した労働者の就労支援にまで触手が及ん
でいる。これは、いよいよ政策が労働者の
生き方や働き方に踏み込み始めたというこ
とであり、見ようによっては「お節介」と
言えなくもないが、まさに国民総活躍のた
めにも、個々の労働者の健康と就労を丁寧
に支援していこうということである。
こうした政策の流れとほぼ歩調を合わせ、

裁判所も、疾病障害者らに対する法的救済
の水準を引き上げてきた。例えば、安全配
慮義務の一環として、労働者の素因（基礎
疾患や疾病を引き起こしやすい資質など）
を疾病の発症や増悪に至らしめないよう配
慮する健康配慮義務を、脳心臓疾患にかか
る事案を中心に認める例が相当数にのぼっ

ている（ただし、健康配慮義務という用語
を使用した例はさほど多くない）。また、
日本では、もとより労働者の解雇には民事
裁判において厳しいハードルが設けられて
きていたが、職場で問題行動をとる精神障
害者についても、そうした行動が精神障害
の影響下にあると認められる限り、一定の
手続きを踏まない限り違法とする例が増え
て来ているように見受けられる（例えば、
カンドー事件東京地判平成 年 月 日
労働判例 号 頁、京都府立大学事件
京都地判平成 年 月 日労働判例

号 頁など）。こうした流れは、私
傷病者への不適切な対応による疾病の発症
や増悪を業務上（広い意味での労災）と評
価する傾向と相互に影響し合っている。さ
らに、近年、障害者雇用促進法が、障害者
の障害や個性などの特性に応じて、できる
限り、オーダーメードの就労支援策を講じ
るべきこと等を内容とする合理的配慮義務
を定めるなど、事業者に障害者の就労支援
を求める法整備が進んで来ており、特に発
達障害については、独立した支援法（発達
障害者支援法（平成 年法律第 号）
が制定されているほか、障害者雇用促進法
（昭和 年法律第 号）に基づき、他
の精神障害とは別個になすべき配慮が関係
指針で示されるなど、積極的な配慮が求め
られている。こうした法政策の動きは、裁
判所による雇用契約の解釈、解雇の正当性
の判断などの面で、民事裁判にも影響する
（合理的配慮義務を盛り込む障害者雇用促
進法の改正前ではあるが、好例として阪神
バス（勤務配慮）事件神戸地尼崎支判平成
年 月 日判例時報 号 頁が

挙げられる）。
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ここ最近顕著なのは、精神障害者への司
法の対応の変化である。以前は、仮に背後
に精神障害が窺われても、異常な言動が継
続するなどすれば、半ば「人間には対応困
難な問題」として、解雇等の合法性を認め
ていたが、昨今は、背後に精神障害が窺わ
れる限り、
①専門医への受診の勧奨／指示、
②適職配置、
③経過観察、
の 点の手続きを踏まない限り、合法性

を認めなくなってきている。
他方で、法には、社会の秩序をつくる役

割があるため、一定の支援のもとで長期間
経過しても契約に沿った働きができない労
働者に対しては、いわば「ケジメ」の根拠
も提供している。合理的な就業規則は労使
間の契約として拘束力を持つので、そこに、
常識的な療養期間と共に、それが経過した
場合の休職や退職措置を定めておけば、概
ね有効と解される。また、日本の民法典の
個別規定は、雇用契約についても解約自由
原則を採用してきたし（民法第 条等）、
契約を果たせなければ、解除できる旨も定
めてきた（民法第 条）。確かに、労働
者の解雇は、労働者に様々な面で大きなマ
イナスインパクトを与えるし、日本の裁判
所は、日本的雇用慣行を踏まえて、特に正
社員に対する人事一般措置については、広
く使用者の裁量に委ねる方針を採ってきた。
そこで、民事法の解釈運用上、労働者の解
雇は厳しく制約されてきたし、その後、労
働契約法第 条に解雇が民事上は容易に
許されないことが明記された。けれども、
民法上、本来、労働者の解雇が自由であり、
契約の趣旨に沿った働きができなければ解

除され得るという原則は維持されている 。
加えて、公務員に関する国家・地方公務員
法には、疾病障害により就労が困難な者や、
労働能力が著しく低い者に対する分限処分
（降任、免職、休職）が定められている。
諸事情から、実際に行使されることは少な
いが、問題行動を繰り返す公務員（後に国
立大学法人のみなし公務員となった者）に
ついて、能力以下の仕事しか指示せずに在
職させ続けるのではなく、そうした処分を
適正に下すべきだったと述べた例もある
（兵庫教育大学事件神戸地判平成 年
月 日 判例体系）。
となると、事業者としては、疾病障害を

持つ労働者らに母性的に対応すれば良いの
か、父性的に対応すれば良いのか、悩むこ
とになる。そこで、適正な判定の役割を期
待されているのが産業医らの産業保健の専
門家である。
産業医らは、担当労働者の中に不調者が

したがって、たとえば、違法な解雇が
労働者の心を傷つけたとしても、通常は、
労働者としての地位の確認（いわば復権）
と未払い分の賃金を支払えば済むとされ、
それ以上にハラスメントなどとして慰謝料
の支払いが認められることは少ない。その
理由は、まさに、解雇が本来使用者の権利
だからと説明されてきた（ワタシン事件東
京地判平成 年 月 日労働経済判例速
報 号 頁など。その他の関連裁判
例は、佐々木達也「違法解雇と不法行為に
もとづく損害賠償」労働法律旬報 号
（ 年（平成 年）） 頁に掲載
されている）。
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生じたら、先ず、その者のプライバシーに
配慮しながら、その疾病性（どのような疾
病にどのレベルで罹患しているか）を調べ、
それと並行して／その後に、その事例性
（その疾病が、働けない、周囲に迷惑をか
けるなど、具体的にどのような問題を引き
起こしているか）を調べる。その際、主治
医から職場関係者に至るまで、本人の関係
者からなるべく多角的に情報を収集する。
そうして本人にもその職務や職場にも詳し
くなった上で、事例性を緩和して、本人が
少しでも職務や職場に適応できるような支
援方法を関係者と協議し、試行錯誤する。
産業保健において決定的に重要なのは、お
そらく事例性の緩和≓職務や職場への適応
の支援である。もっとも、それを疾病性に
関する丹念な調査に基づいて行うことが基
本であり、医療の知識や経験は、主にこの
場面で活きると思われる。環境適応の支援
という以上、環境を変えさせる努力が必要
となることもある。そして、産業医らにと
って重要性が増している就業判定の業務は、
専門家として独立して、定点観測的に行わ
ねばならないこともあろうが、望むべくは、
そうした過程を踏む中で、関係者に自ずと
回答が共有されるよう、理性的に手続を尽
くすことである。つまり、産業医は、臨床
医とは違って、医療体制のトップに立って、
自己完結的に治療を行うのではなく、関係
者を巻き込んで、本人と職務や職場にマッ
チングさせるためのファシリテーターの役
割を果たすことで、リーダーシップを発揮
することが求められる職のように思われる。
その過程で、産業医以外でもその役割を分
割承継する者が現れれば、かなり成功とい
うことではなかろうか。

産業医が重要な関与をした事件の判決で
も、こうした過程を踏んだ産業医や、その
就業先が敗訴した例は見当たらない。
さて、産業医がこうした業務に取り組む

ことは、実は、その産業医を選任した事業
者にとって、先述した法的に求められる配
慮（【図 （私傷病者への対応）】の左
枠）を果たすことに繋がる。産業医の業務
は、法的には事業者の履行補助／代行なの
で、産業医による真摯で適正な産業保健業
務≒事業者による法的な配慮ということに
なり、事業者の立場では、それでも奏功し
ない場合に初めて、ケジメを以て臨むこと
も可能になるということである。
なお、図で示した左枠（救済）と右枠

（ケジメ）の関係は、前項で記した「太陽
と北風」にも例えられる。法を俯瞰してみ
れば、適正な産業保健においても、その両
面が重要なことが示唆される。おそらく、
支援の対象者の認識に偏りが強い場合ほど、
支援者側の対応のメリハリが求められる。

（ ）産業医に関する社会調査の示唆
以前、厚生労働科学研究費を得て企業等

でメンタルヘルスに関わる方々を対象に実
施した社会調査（主任研究者・三柴丈典
『諸外国の産業精神保健法制度の背景・特
徴・効果と我が国への適応可能性に関する
調査研究・報告書』（ 年） 頁以
下）で、産業医のメンタルヘルス業務への
関わりについて調べたところ（調査対象は、
事業体で産業保健に関わる者で、人事労務
担当者、安全衛生担当者、産業医を専業と
する者から経営者まで、様々な職種にわた
っていた）、産業医は、専属、嘱託を問わ
ず、健診での問診、健診、職場巡視、衛生
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生じたら、先ず、その者のプライバシーに
配慮しながら、その疾病性（どのような疾
病にどのレベルで罹患しているか）を調べ、
それと並行して／その後に、その事例性
（その疾病が、働けない、周囲に迷惑をか
けるなど、具体的にどのような問題を引き
起こしているか）を調べる。その際、主治
医から職場関係者に至るまで、本人の関係
者からなるべく多角的に情報を収集する。
そうして本人にもその職務や職場にも詳し
くなった上で、事例性を緩和して、本人が
少しでも職務や職場に適応できるような支
援方法を関係者と協議し、試行錯誤する。
産業保健において決定的に重要なのは、お
そらく事例性の緩和≓職務や職場への適応
の支援である。もっとも、それを疾病性に
関する丹念な調査に基づいて行うことが基
本であり、医療の知識や経験は、主にこの
場面で活きると思われる。環境適応の支援
という以上、環境を変えさせる努力が必要
となることもある。そして、産業医らにと
って重要性が増している就業判定の業務は、
専門家として独立して、定点観測的に行わ
ねばならないこともあろうが、望むべくは、
そうした過程を踏む中で、関係者に自ずと
回答が共有されるよう、理性的に手続を尽
くすことである。つまり、産業医は、臨床
医とは違って、医療体制のトップに立って、
自己完結的に治療を行うのではなく、関係
者を巻き込んで、本人と職務や職場にマッ
チングさせるためのファシリテーターの役
割を果たすことで、リーダーシップを発揮
することが求められる職のように思われる。
その過程で、産業医以外でもその役割を分
割承継する者が現れれば、かなり成功とい
うことではなかろうか。

産業医が重要な関与をした事件の判決で
も、こうした過程を踏んだ産業医や、その
就業先が敗訴した例は見当たらない。
さて、産業医がこうした業務に取り組む

ことは、実は、その産業医を選任した事業
者にとって、先述した法的に求められる配
慮（【図 （私傷病者への対応）】の左
枠）を果たすことに繋がる。産業医の業務
は、法的には事業者の履行補助／代行なの
で、産業医による真摯で適正な産業保健業
務≒事業者による法的な配慮ということに
なり、事業者の立場では、それでも奏功し
ない場合に初めて、ケジメを以て臨むこと
も可能になるということである。
なお、図で示した左枠（救済）と右枠

（ケジメ）の関係は、前項で記した「太陽
と北風」にも例えられる。法を俯瞰してみ
れば、適正な産業保健においても、その両
面が重要なことが示唆される。おそらく、
支援の対象者の認識に偏りが強い場合ほど、
支援者側の対応のメリハリが求められる。

（ ）産業医に関する社会調査の示唆
以前、厚生労働科学研究費を得て企業等

でメンタルヘルスに関わる方々を対象に実
施した社会調査（主任研究者・三柴丈典
『諸外国の産業精神保健法制度の背景・特
徴・効果と我が国への適応可能性に関する
調査研究・報告書』（ 年） 頁以
下）で、産業医のメンタルヘルス業務への
関わりについて調べたところ（調査対象は、
事業体で産業保健に関わる者で、人事労務
担当者、安全衛生担当者、産業医を専業と
する者から経営者まで、様々な職種にわた
っていた）、産業医は、専属、嘱託を問わ
ず、健診での問診、健診、職場巡視、衛生
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委員会への参加、不調者への就業上の措置
に関する意見のほかは、組織（集団）への
啓発、休復職判定などを目的とする従業員
との個別面談、主治医との連絡などのコミ
ュニケーター的な役割を担っている場合が
多いが、不調者に寄り添ったり、その環境
調整にエフォートを割くような直接的な関
与はできていない場合が多く、また、社内
規定づくりへの関与や、経営上層部への就
業条件の本質的な改善提案なども殆どでき
ておらず、法政策上は果たすべきとされて
いるメンタルヘルス情報の管理も実施され
ていない場合が多いことなどが判明した。
メンタルヘルスのような課題については

特に、幅広く、粘り強い支援を行い、労使
からの信頼を獲得していく必要があるが、
実際には、一部の定型的業務しか行えてい
ない産業医が多いこと、しかし、中には意
欲的な産業医もいることが窺われた 。

他方、回答者に兼業産業医が多い日本
医師会の調査結果（厚生労働省の サ
イト（

，最終閲覧日：
年 月 日））からは、
①月額報酬は 万円から 万円が多いこ

と、
②職場巡視は毎月と年間 ～ 回、衛生

委員会への出席は毎月、 ヶ月に 回と年
間 ～ 回が多いこと、
③よく行われている活動は、一般健診や

特殊健診の結果確認、長時間労働者対象面
接、保健指導や労働者の相談への対応等だ
が、活動時間は ヶ月あたり 時間未満が

（ ）では、医師でなければできない仕事
なのか
産業医業務の実情に照らすと、治療の振

り分け（医療受診の要否や受診科の判断）、
主治医とのやりとり（診断書の解釈を含
む）、疾病性の確認、その他、診断的要素
が含まれる対個人的業務については、医行
為かそれに類する行為であって、医師とし
ての資格が必要だろうが、法定業務の殆ど
はそれに当たらない。
むしろ、医師としての基本的な能力、臨

床経験、個々人（の健康）を重視する姿勢、
倫理観、信用、説得力などが、職域でも必
要な場面があるので、労働安全衛生法がそ
の活用を図っている面もあるだろう。
日本の産業医の歴史は、実態としては、

工場法時代に軍需産業などを医療面で支え
るために工場内に設置され、従業員のプラ
イマリー・ケア等を行っていた医局にはじ
まり 、堀江教授が分析するように 、法

殆どであること、
④作業環境や作業内容の把握と指導、健

康障害の原因調査等もある程度行われてい
るが、 ヶ月あたり 時間未満が殆どであ
ること、
⑤事業者への意見の伝達と対応は比較的

よく行われていること、等が窺われた。た
だ、この調査対象となった医師の主な活動
先は常時使用労働者数 人未満の企業な
ので、中小規模企業の事業場では、基本的
な健康管理に問題が多く、事業者は、医師
の意見に従い易いということかもしれない。
大久保前掲（ 年） 頁。
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制度上、当時は安全管理者より下位の位置
づけだったが、安衛法制定前には安全管理
者と同格で、現行法上の総括安全衛生管理
者に相当する主任衛生管理者の下位の位置
づけとなり、安衛法制定に際し、事業者や
総括安全衛生管理者に勧告し、衛生管理者
に指導・助言を与える位置づけへと少しず
つ「出世」してきた経緯がある。
その過程で、健診、治療の振り分け、復

職支援などの対個人的な健康管理から、
個々の労働者の従事する「作業」や「職場
環境」と「疾病」との疫学的な因果関係の
分析、ひいてはそれらに基づくか、より一
般的な対集団的な予防措置まで、幅広い業
務を託されるようになった。すなわち、
次予防（疾病発症後の復職支援や再発防
止）から 次予防（疾病予防）、ひいては
組織的な健康づくりへと、業務の幅が拡大
してきた。
その結果、別稿 （ここでは、専属、嘱

託、その他をあわせ、産業医を計 種類
に分類している）に記したように、実に
様々なタイプの産業医が生まれている。大
久保元産業医科大学学長は、産業医を、①
プライマリー・ケア医（いわば、臨床医の
延長線上で、健診を中心とした業務を行う
者）、②専門産業医（①の業務に加え、健

堀江前掲（ 年） 頁 、 頁
、 頁 。

三柴丈典「法律論者からみた産業医の
今とこれから」『産業医学のプリンシプル
大切なこと－産業医学振興財団 周年記
念誌－』（ 年（令和元年））
頁。

康障害の予防まで行う者）、③総括産業医
（大きな組織で産業保健に関するマネジメ
ントを行う者）の 種類に大別しているが、
その枠には収まらないタイプも出てきてい
る。
そうなると、やはり、「医師でなければ

ならない」というより、「医師である方が
よい」業務が多くなる。となれば、産業保
健職や看護職を含め、その役割を代替でき
る職をうまく活用、育成したり、彼／彼女
らと協業できる方が望ましく、なおかつ、
連携相手には、経営管理の専門家、福祉の
専門家など、幅広い想定が求められよう。

（ ）日本的産業医？
今回の働き方改革に伴う産業医制度改変

では、安衛法第 条第 項に、「労働者の
健康管理等を行うのに必要な医学に関する
知識に基づいて、誠実にその職務を行わな
ければならない」と定められた。これは、
塩崎恭久元厚生労働大臣が、産業医の独立
性と中立性の強化を図ろうとしたことに端
を発する。
もっとも、上記の神奈川 経営労務セ

ンター事件に関する私見で述べたように、
日本の組織で産業医が有効に役割を果たす
には、戦略的な意味で、場面による「仮面
の使い分け」が求められるだろうから 、

筆者は、日本の産業医の基本的な立ち
位置は、「与党内野党」、つまり、政権の利
益を真摯に考えるが、耳障りのよくないこ
とも言う存在（事業場では、その組織に愛
着を感じつつ、俯瞰視点で厳しい指摘もす
る存在）とイメージしている（三柴丈典
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制度上、当時は安全管理者より下位の位置
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託、その他をあわせ、産業医を計 種類
に分類している）に記したように、実に
様々なタイプの産業医が生まれている。大
久保元産業医科大学学長は、産業医を、①
プライマリー・ケア医（いわば、臨床医の
延長線上で、健診を中心とした業務を行う
者）、②専門産業医（①の業務に加え、健
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三柴丈典「法律論者からみた産業医の
今とこれから」『産業医学のプリンシプル
大切なこと－産業医学振興財団 周年記
念誌－』（ 年（令和元年））
頁。

康障害の予防まで行う者）、③総括産業医
（大きな組織で産業保健に関するマネジメ
ントを行う者）の 種類に大別しているが、
その枠には収まらないタイプも出てきてい
る。
そうなると、やはり、「医師でなければ

ならない」というより、「医師である方が
よい」業務が多くなる。となれば、産業保
健職や看護職を含め、その役割を代替でき
る職をうまく活用、育成したり、彼／彼女
らと協業できる方が望ましく、なおかつ、
連携相手には、経営管理の専門家、福祉の
専門家など、幅広い想定が求められよう。

（ ）日本的産業医？
今回の働き方改革に伴う産業医制度改変

では、安衛法第 条第 項に、「労働者の
健康管理等を行うのに必要な医学に関する
知識に基づいて、誠実にその職務を行わな
ければならない」と定められた。これは、
塩崎恭久元厚生労働大臣が、産業医の独立
性と中立性の強化を図ろうとしたことに端
を発する。
もっとも、上記の神奈川 経営労務セ

ンター事件に関する私見で述べたように、
日本の組織で産業医が有効に役割を果たす
には、戦略的な意味で、場面による「仮面
の使い分け」が求められるだろうから 、

筆者は、日本の産業医の基本的な立ち
位置は、「与党内野党」、つまり、政権の利
益を真摯に考えるが、耳障りのよくないこ
とも言う存在（事業場では、その組織に愛
着を感じつつ、俯瞰視点で厳しい指摘もす
る存在）とイメージしている（三柴丈典
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一律的な強制は困難である。日本産業衛生
学会「産業保健専門職の倫理指針」（
年 月 日公表）でも、独立性は求めら
れているが、中立性には触れられていない。
独立性についても、その徹底を図るなら

ば、フランスのように、大企業では企業ご
と、中小企業では、企業が共同して、事業
組織から独立した産業保健組織／組合的な
ものを設置する方が良いことになる。現に、
産業医らを健康保険組合に所属させている
大企業もあるし、厚生労働省が企業外部の
産業保健機関の設置を図ろうとしたことも
あるが 、産業医が労使双方の信頼を得て、
各組織の健康課題の解決に貢献できている
かは、体制的な独立性より属人性が強い感
じも受ける。
なお、フランスでは、国と医師会の強い

連携のもとで、産業医が高いステータスと
強い権限を得ている。標準 年の医学部を
卒業後、選抜された者が標準 年の専門課
程を経てようやく資格を与えられる。医療
倫理法で独立性、中立性が保障され、企業
との契約は医師会の管理下に置かれている。
産業医になると、一般診療はできなくなる
が、一般に、臨床医より収入は高い。企業
には、従業員数や業種等に応じた時間、産
業医を就業させる義務が課され、その選任、
解任には、従業員代表機関との共同決定が

「産業医の助言・指導・勧告をめぐって～
法律論者の立場から～」産業医学ジャーナ
ル 巻 号（ 年） 頁）。
厚生労働省「事業場における産業保健

活動の拡充に関する検討会報告書」（
年 月 日）を参照されたい。

求められている 。欧州では、ドイツがこ
れに近い法制度を持っているが、オランダ
のように、産業医や労働衛生専門機関（健
診や作業環境測定などの産業保健業務を総
合的に行う専門機関）の選任を義務づけて
いる国がある程度で、フランスは別格であ
る。
とはいえ、フランスでは健康障害が少な

いとは言えず、その制度が日本になじむか
も別問題である。むしろ、日本の場合には
特に、組織のキーマンを中心に労使双方に
信頼を得るような働きと実績が重要であり、
今回の産業医制度改変でも、ただ産業医の
権限を強化するのではなく、労使と産業医
のコミュニケーションと信頼関係を強化す
る方策が講じられている。
もっとも、日本的な事情を踏まえても、

日本の産業を支えている中小企業が産業保
健過疎地帯になっている一方、医師が産業
の原点を知る意味もあるため、例えば、産
業医資格の継続要件に中小企業支援の実績
を盛り込む等の案は、検討に値しよう。

（ ）働き方改革における産業医制度改変
の骨子と狙い
働き方改革における産業制度改変につい

ては、法解釈面を含め、後述するが、その

保原喜志夫『産業医制度の研究』（北海
道大学図書刊行会、 年（平成
年）） 頁（保原喜志夫執筆部分）、
鈴木俊晴「フランスの雇用関係における労
働医制度の機能と問題点」季刊労働法
号（ 年（平成 年）） 頁な
ど。
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骨子は以下の通りである。
（ ）産業医の職務の追加（現行安衛法第
条第 項及び現行安衛則第 条第 項

関係）
（ ）産業医の知識・能力の維持向上（現
行安衛則第 条第 項関係）
（ ）産業医の権限の具体化（現行安衛則
第 条の 第 項及び第 項関係）
（ ）産業医の独立性・中立性の強化（現
行安衛法第 条第 項関係）
（ ）産業医の辞任又は解任時の衛生委員
会又は安全衛生委員会（以下「衛生委員会
等」という。）への報告（現行安衛則第
条第 項関係）
（ ）産業医等に対する健康管理等に必要
な情報の提供（現行安衛法第 条第 項
及び第 条の 第 項並びに現行安衛則
第 条の 第 項及び第 項並びに第
条の 第 項関係）

（ ）産業医が勧告しようとするときの事
業者に対する意見の求め及び産業医から勧
告を受けたときの勧告の内容等の保存（現
行安衛法第 条第 項並びに現行安衛則
第 条の 第 項及び第 項関係）
（ ）産業医の勧告を受けたときの衛生委
員会等への報告（現行安衛法第 条第
項並びに現行安衛則第 条の 第 項及
び第 項関係）
（ ）労働者からの健康相談に適切に対応
するために必要な体制の整備等（現行安衛
法第 条の 関係）
（ ）産業医等の業務の内容等の周知
（現行安衛法第 条第 項及び第 項
並びに現行安衛則第 条の 第 項及び
第 項関係）
（ ）労働者の心身の状態に関する情報
の取扱い（新じん肺法第 条の 第 項

から第 項まで及び現行安衛法第 条
第 項から第 項まで並びに新じん肺則
第 条及び現行安衛則第 条の 関
係）
（ ）安全委員会、衛生委員会等の意見
等の記録・保存（現行安衛則第 条第
項関係）
（ ）産業医による衛生委員会等に対す
る調査審議の求め（現行安衛則第 条第
項関係）
俯瞰すれば、産業医の存在意義、認知度

の向上、そのための就業先における労使と
のコミュニケーションと信頼関係の向上を
図る狙いを看取できる。働き方改革では、
長時間労働の抑制と共に労働密度の向上を
図っているので、その健康面でのセーフテ
ィーネットとして産業医を位置づけること
で、その意義を高めようとした。ただ、お
そらく本質的な狙いは別のところにある。
産業保健の課題が、労働者の生き方や働

き方に深く関わるようになるほど、労使を
中心とした関係者間の対話と適応の促進を
図ることが業務の本質になってくる。個々
の労働者も事業組織も個性を持つ存在なの
で、対話を通じてそれら個性のありようを
探りながら、対話を通じて適応を図ること
が産業保健の大きな役割になってきている。
むろん、事業組織ごとに健康課題は異な

るので、そうした人的な課題の解決に加え、
危険有害物管理や感性症対策が求められる
こともあれば、機械安全、設備安全、建設
安全、電気安全が求められることもあるだ
ろう。それらも、結局は、事業の個性に応
じた支援であって、専門家として信頼され
るルートには違いない。少なくとも、幅広
く適任者を統括管理できる、あるいは紹介
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行安衛則第 条第 項関係）
（ ）産業医の権限の具体化（現行安衛則
第 条の 第 項及び第 項関係）
（ ）産業医の独立性・中立性の強化（現
行安衛法第 条第 項関係）
（ ）産業医の辞任又は解任時の衛生委員
会又は安全衛生委員会（以下「衛生委員会
等」という。）への報告（現行安衛則第
条第 項関係）
（ ）産業医等に対する健康管理等に必要
な情報の提供（現行安衛法第 条第 項
及び第 条の 第 項並びに現行安衛則
第 条の 第 項及び第 項並びに第
条の 第 項関係）
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告を受けたときの勧告の内容等の保存（現
行安衛法第 条第 項並びに現行安衛則
第 条の 第 項及び第 項関係）
（ ）産業医の勧告を受けたときの衛生委
員会等への報告（現行安衛法第 条第
項並びに現行安衛則第 条の 第 項及
び第 項関係）
（ ）労働者からの健康相談に適切に対応
するために必要な体制の整備等（現行安衛
法第 条の 関係）
（ ）産業医等の業務の内容等の周知
（現行安衛法第 条第 項及び第 項
並びに現行安衛則第 条の 第 項及び
第 項関係）
（ ）労働者の心身の状態に関する情報
の取扱い（新じん肺法第 条の 第 項

から第 項まで及び現行安衛法第 条
第 項から第 項まで並びに新じん肺則
第 条及び現行安衛則第 条の 関
係）
（ ）安全委員会、衛生委員会等の意見
等の記録・保存（現行安衛則第 条第
項関係）
（ ）産業医による衛生委員会等に対す
る調査審議の求め（現行安衛則第 条第
項関係）
俯瞰すれば、産業医の存在意義、認知度

の向上、そのための就業先における労使と
のコミュニケーションと信頼関係の向上を
図る狙いを看取できる。働き方改革では、
長時間労働の抑制と共に労働密度の向上を
図っているので、その健康面でのセーフテ
ィーネットとして産業医を位置づけること
で、その意義を高めようとした。ただ、お
そらく本質的な狙いは別のところにある。
産業保健の課題が、労働者の生き方や働

き方に深く関わるようになるほど、労使を
中心とした関係者間の対話と適応の促進を
図ることが業務の本質になってくる。個々
の労働者も事業組織も個性を持つ存在なの
で、対話を通じてそれら個性のありようを
探りながら、対話を通じて適応を図ること
が産業保健の大きな役割になってきている。
むろん、事業組織ごとに健康課題は異な

るので、そうした人的な課題の解決に加え、
危険有害物管理や感性症対策が求められる
こともあれば、機械安全、設備安全、建設
安全、電気安全が求められることもあるだ
ろう。それらも、結局は、事業の個性に応
じた支援であって、専門家として信頼され
るルートには違いない。少なくとも、幅広
く適任者を統括管理できる、あるいは紹介
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できる、ワンストップサービスの役割を果
たせることが望ましく、それは、今回の制
度改変の狙いの延長線上にあると思われる。
なお、別項に記した通り、上記の規定中、

罰則が付いているのは、産業医の職務に関
する法第 条第 項に限られ、その他の
規定については（実は、第 条第 項も、
実際の罰則の適用は難しい規定だと思われ
るが）、実質的には行政指導と民事裁判で
の活用などが念頭に置かれていると思われ
る。このことも、この制度改変自体が、法
的強制より働きかけを目的としていたこと
の証左といえる。

（ ）おわりに
以上の通り、法的な産業医制度は、本質

的に不可欠とまでは言えないが、組織の健
康課題の解決に貢献できるなら、少なくと
もその組織にとって不可欠な存在になり得
るし、特に長期視点ではそう言える。もっ
とも、そのためには、産業医が組織のキー
マンを中心に、労使双方と良質なコミュニ
ケーションを取ることと、その組織の健康
課題に応じた仕事と成果を示すことの相乗
効果が求められる。つまり、専門家であり
ながら、人と組織をよく理解する力（洞察
力）が求められる。十分な観察と、毅然と
しつつ柔らかな仕事ぶりを通じて自然にリ
ーダーシップを発揮する必要がある。つま
り、幅が求められる。労使も、産業医との
コミュニケーションの機会（接点）を積極
的に作ることが望まれる。専属と嘱託とで、
実現の難易や方法に違いはあるだろうが、
この点に本質的な違いはないと思われる。
法は、そのきっかけを作っているに過ぎ

ない。働き方改革に伴う産業医制度改変も

然りである。中でも、産業医の職務の追加
（面接指導対象者の拡充）や産業医への情
報提供義務の設定は、制度趣旨の実現に一
定の効果を発揮するだろう。

働き方改革における産業医制
度改変の骨子と狙い

本項では、平成 年（ 年）に成立
した働き方改革関連法（「働き方改革を推
進するための関係法律の整備に関する法
律」（平成 年７月６日法律第 号））
による安衛法改正（同前）及び安衛則改正
（平成 年 月 日厚生労働省令第
号）について詳述する。
本改正内容は、その予告を図った通達

（基発 第 号平成 年 月 日）
（以下、「予告通達」という）によく示さ
れているので、以下では、同通達の項目に
沿って論じる。

（ ）はじめに：産業医・産業保健機能の
強化にかかる法令等改正の趣旨（予告通達
第 ・ ）
働き方改革は、基本的に 的な基

準での労働密度の向上を図っており（この
点について、日本生産性本部の分析（労働
生産性の国際比較（ ）

）等を参照され
たい）、穿った見方になるが、それに見合
う労働者であれば、性別、年齢、障害等の

三柴丈典「産業医の助言・指導・勧告
をめぐって～法律論者の立場から～」産業
医学ジャーナル 巻 号（ 年（令和
元年）） ～ 頁。
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属性を問わず、処遇の均衡を図ろうとして
いる。厚生労働省がこの方針に賛成してい
るかは不明だが、その一環と位置づけるこ
とで、産業保健制度の発展を図ったように
思われる。労働政策審議会建議「働き方改
革実行計画を踏まえた今後の産業医・産業
保健機能の強化について」（以下、「建議」
という）の前書きからも窺われるように、
長時間労働の抑制と労働密度の向上をセッ
トで推進するうえでのセーフティー・ネッ
トとして、主に個別的な面接指導と事業者
への就業上の配慮の助言等による健康リス
クの 次予防、ひいては 次予防を担う産
業保健制度の強化が必要との説明を図って
きた。
長時間労働やメンタルヘルス不調対策で

の 次予防は、経営・人事労務管理の問題
に直結し得る。実質的には 次、 次予防
（緊急対応、再発防止）を含め、経営・人
事労務管理との関係は深いが、予告通達第
・ は、産業保健制度の強化が、それら
への越権的な介入を意図しないことを、明
示的・暗示的に示唆している。産業医学の
専門性と健康リスクの 次予防の強調など
は、そうした趣旨に基づくものとも解され
る 。

産業医が介入する健康管理制度（長時
間労働対策、ストレスチェック対策等）は、
多くの場合、面接指導を中心としているが、
これは不調の業務上外を問わず、本人の健
康状態（デフォルト）を先ずは産業医に把
握させ、それを基準とした個別的配慮を事
業者に講じさせることと共に、不調者の傾
向（特に同様の不調者が複数生じているこ

（ ）法令等改正の内容（予告通達第 ・
）
以下では、予告通達に示された項目に沿

って、その趣旨を解説する。

（ ）産業医の職務の追加（現行安衛法
第 条第 項及び現行安衛則第 条第
項関係）
働き方改革関連法による改正後の安衛法

（ここ（働き方改革での産業保健制度改変
に関する解説）では「現行安衛法」とい
う）や安衛則（ここでは「現行安衛則」と
いう）により、事業者には、週 時間を
基準に時間外労働が 時間を超えた通常
の労働者 から申出があった場合や、同じ

と）などを踏まえ、より組織的で適正な業
務管理、労働条件管理などを事業者に講じ
させることを狙ったものと察せられる。
すなわち、産業保健は、健常な労働者の

業務上の事由による健康障害防止だけでは
なく、健康上の問題を抱える労働者への適
切な配慮による就労支援（及び就労不能の
判定と適切な復職支援）も含む。
これには、従前から裁量労働制（労基

法第 条の 、第 条の ）や適用除外
制度（労基法第 条各号）の対象者も含
まれていたが、労働時間管理を行わないこ
とを前提とする制度だったので、自己申告
に基づく運用とされ、実効性に疑問があっ
た。
そこで、今回の法改正で、これらの制度

の適用対象者にも労働時間の適正把握義務
が課され（現行安衛法第 条の の ）、
対応が図られることとなった。
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トで推進するうえでのセーフティー・ネッ
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きた。
長時間労働やメンタルヘルス不調対策で

の 次予防は、経営・人事労務管理の問題
に直結し得る。実質的には 次、 次予防
（緊急対応、再発防止）を含め、経営・人
事労務管理との関係は深いが、予告通達第
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示的・暗示的に示唆している。産業医学の
専門性と健康リスクの 次予防の強調など
は、そうした趣旨に基づくものとも解され
る 。

産業医が介入する健康管理制度（長時
間労働対策、ストレスチェック対策等）は、
多くの場合、面接指導を中心としているが、
これは不調の業務上外を問わず、本人の健
康状態（デフォルト）を先ずは産業医に把
握させ、それを基準とした個別的配慮を事
業者に講じさせることと共に、不調者の傾
向（特に同様の不調者が複数生じているこ

（ ）法令等改正の内容（予告通達第 ・
）
以下では、予告通達に示された項目に沿

って、その趣旨を解説する。

（ ）産業医の職務の追加（現行安衛法
第 条第 項及び現行安衛則第 条第
項関係）
働き方改革関連法による改正後の安衛法

（ここ（働き方改革での産業保健制度改変
に関する解説）では「現行安衛法」とい
う）や安衛則（ここでは「現行安衛則」と
いう）により、事業者には、週 時間を
基準に時間外労働が 時間を超えた通常
の労働者 から申出があった場合や、同じ

と）などを踏まえ、より組織的で適正な業
務管理、労働条件管理などを事業者に講じ
させることを狙ったものと察せられる。
すなわち、産業保健は、健常な労働者の

業務上の事由による健康障害防止だけでは
なく、健康上の問題を抱える労働者への適
切な配慮による就労支援（及び就労不能の
判定と適切な復職支援）も含む。
これには、従前から裁量労働制（労基

法第 条の 、第 条の ）や適用除外
制度（労基法第 条各号）の対象者も含
まれていたが、労働時間管理を行わないこ
とを前提とする制度だったので、自己申告
に基づく運用とされ、実効性に疑問があっ
た。
そこで、今回の法改正で、これらの制度

の適用対象者にも労働時間の適正把握義務
が課され（現行安衛法第 条の の ）、
対応が図られることとなった。
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く 時間を超えた研究開発業務従事者
については申出がなくても、（産業医に限
らない）医師による面接指導の実施が義務
づけられた。前者は、本通達の第 ・
（ ）が示すように、従前の 時間から
の基準の引き下げ（強化）、後者は新設で
ある。
また、本通達には示されていないが、高

度プロフェッショナル制度の適用対象者に
ついては、在社時間と社外勤務時間を合わ
せた健康管理時間が一定時間を超えること
を前提に、事業者に面接指導を実施するこ
とが義務づけられた（現行安衛法第 条
の の ） 。

専門的、科学的な知識や技術をもって、
新技術、新商品等の研究開発の業務を行う
者で、従前、厚生労働大臣が告示する法定
時間外労働にかかる限度基準（いわゆる
「限度基準告示」。限度時間が労基法に直
接明記されることになったこと（第 条
第 項～第 項等）等により廃止された。
なお、告示にあった主な基準は当該労基法
本文のほか、その第 条第 項に基づき
定められた新たな指針（平成 年 月
日厚生労働省告示第 号）に引き継がれ
た）の適用が除外されてきた者で、新労基
法第 条第 項でも同法による上限規制
の適用が除外されることとなった者のこと。

ここで、本法改正を経た面接指導制
度の概要を述べる。今回の改正前から、安
衛法第 条の は、長時間労働者を対象
とする医師（産業医でなくてもよい）によ
る面接指導制度を定め、安衛則第 条の
がその対象を希望者に限定していた。ま

た、その対象者には、裁量労働制や適用除
外制度の適用対象者も含めていたが、そも
そも労働時間の把握を行わないことを前提
とする制度だったため、運用は本人の申告
に拠ることとされ、実効性に疑問が生じて
いた。そこで、この法改正で、定型的な労
働時間規制の対象者と共に、労働時間の適
正把握と面接指導への着実なリンクを目し
た改定を行った。
すなわち、通常の労働者については、対

象となる要件が、休憩時間を除き週 時
間を超える時間外労働時間数 時間から

時間に引き下げられたほか、第 条の
の の新設等により、労働時間の状況把

握義務が設定され、対応が図られた。使用
者の現認や客観的方法によることを原則と
し、 カードやタイムカードによる記録
が想定された（現行安衛則第 条の の
）。
高度プロフェッショナル制度の適用対象

者についても、同様の趣旨から、労基法第
条の 第 号に健康管理時間と把握の

定め（省令委任）が設けられた。
以前から時間外・休日労働の上限基準

（ガイドライン）の適用が除外され、本改
正後も法定上限の適用を除外されることと
なった研究開発業務従事者の適用対象者に
ついては、上述の労働時間の状況把握義務
の対象となることは当然として、一定要件
を充たせば、本人の希望がなくても、面接
指導の対象とすることとされた（現行安衛
則第 条の の 第 項）。高度プロフ
ェッショナル制度の適用対象者についても、
週 時間を超える健康管理時間が 時
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この改正では、このようにして、働き方
の裁量が大きい者を含め、あらゆる労働者
が一定の長時間労働をすれば、（通常の労
働者は本人希望を前提に）医師による面談
に確実に繋がるよう、制度的な保障が諮ら
れた。これらは、安衛則第 条第 項第
号により、産業医の職務に組み入れられ

た。
そこで、そもそも産業医に関する職務の

定めが法的にどのような意味を持つかにつ
いて検討する。
安衛法第 条第 項は、所定の職務を

行わせる義務を事業者に課す形式を採用し、
第 条が、その違反に罰則を科している。
よって、その履行確保は、直接的には、そ
れに従わない事業者への刑事制裁や行政指
導等の行政措置により図られることになる。
また、法第 条第 項に基づき、自らに
正当な職務を行わせるよう、産業医から事
業者らに勧告することもできるだろう。さ
らに、安衛則第 条第 項は、事業者は
産業医に対し、同第 条第 項が定める
健康管理等の事項を行う権限を付与する義
務を負う旨を定めているので、講学論には
なるが、民事上も、産業医が事業者に対し

間を超えた場合には、一律に面接指導の対
象とすることとされた（現行安衛則第
条の の 第 項）。
また、第 条の 第 項の新設により、

面接指導の結果講じられるべき就業上の配
慮措置に、法定外の有給休暇の付与、高度
プロフェッショナル制度の適用対象者につ
いては、健康管理時間の短縮措置が加えら
れたことにも留意する必要がある。

てその職務を行う契約上の権利を持つ（：
そのような契約上の地位にあることの確認
を訴訟で求め得る）とも解される。産業医
に法定の職務をさせず、または職務遂行に
必要な条件を整えずに労働者の健康障害が
生じるなどすれば、事業者が過失責任を負
うことにも異論はないだろう。
他方、産業医が安衛則第 条が定める

職務を怠った場合の法的効果をどう考える
かは難題である。法第 条は、産業医に
当該職務を「行わせ」る義務を事業者に課
す形式を採用しているので、産業医にとっ
て、当該職務の遂行はあくまで事業者との
関係での権限ないし権利であって義務では
ないとも解し得る。とはいえ、産業医は、
法第 条第 項を受けた規則第 条第
項（及びその解釈例規）等が定める要件の
充足を求められていることからも、事業者
と産業医間の契約には、規則第 条所定
の職務が当然に／黙示に盛り込まれており、
その職務懈怠により損害が発生した場合に
は、その産業医に賠償請求（事業者が第三
者の被害を賠償した場合には求償）したり、
雇用契約関係にある場合には、懲戒処分等
の不利益措置も講じることができ、ただ、
特約で職務内容を限定した場合に限って、
それ以外の職務を免じ得るに過ぎないと解
すべきであろう。
もっとも、現実的には、個々の産業医に、

職務ごとの得意・不得意もあるので、事業
者は、そうした特約での個々の産業医の担
当職務を制限して労働者へその旨を周知す
るほか（この点について、（ ． ）も併せ
て参照されたい）、チームによる産業保健
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が一定の長時間労働をすれば、（通常の労
働者は本人希望を前提に）医師による面談
に確実に繋がるよう、制度的な保障が諮ら
れた。これらは、安衛則第 条第 項第
号により、産業医の職務に組み入れられ

た。
そこで、そもそも産業医に関する職務の

定めが法的にどのような意味を持つかにつ
いて検討する。
安衛法第 条第 項は、所定の職務を

行わせる義務を事業者に課す形式を採用し、
第 条が、その違反に罰則を科している。
よって、その履行確保は、直接的には、そ
れに従わない事業者への刑事制裁や行政指
導等の行政措置により図られることになる。
また、法第 条第 項に基づき、自らに
正当な職務を行わせるよう、産業医から事
業者らに勧告することもできるだろう。さ
らに、安衛則第 条第 項は、事業者は
産業医に対し、同第 条第 項が定める
健康管理等の事項を行う権限を付与する義
務を負う旨を定めているので、講学論には
なるが、民事上も、産業医が事業者に対し

間を超えた場合には、一律に面接指導の対
象とすることとされた（現行安衛則第
条の の 第 項）。
また、第 条の 第 項の新設により、

面接指導の結果講じられるべき就業上の配
慮措置に、法定外の有給休暇の付与、高度
プロフェッショナル制度の適用対象者につ
いては、健康管理時間の短縮措置が加えら
れたことにも留意する必要がある。

てその職務を行う契約上の権利を持つ（：
そのような契約上の地位にあることの確認
を訴訟で求め得る）とも解される。産業医
に法定の職務をさせず、または職務遂行に
必要な条件を整えずに労働者の健康障害が
生じるなどすれば、事業者が過失責任を負
うことにも異論はないだろう。
他方、産業医が安衛則第 条が定める

職務を怠った場合の法的効果をどう考える
かは難題である。法第 条は、産業医に
当該職務を「行わせ」る義務を事業者に課
す形式を採用しているので、産業医にとっ
て、当該職務の遂行はあくまで事業者との
関係での権限ないし権利であって義務では
ないとも解し得る。とはいえ、産業医は、
法第 条第 項を受けた規則第 条第
項（及びその解釈例規）等が定める要件の
充足を求められていることからも、事業者
と産業医間の契約には、規則第 条所定
の職務が当然に／黙示に盛り込まれており、
その職務懈怠により損害が発生した場合に
は、その産業医に賠償請求（事業者が第三
者の被害を賠償した場合には求償）したり、
雇用契約関係にある場合には、懲戒処分等
の不利益措置も講じることができ、ただ、
特約で職務内容を限定した場合に限って、
それ以外の職務を免じ得るに過ぎないと解
すべきであろう。
もっとも、現実的には、個々の産業医に、

職務ごとの得意・不得意もあるので、事業
者は、そうした特約での個々の産業医の担
当職務を制限して労働者へその旨を周知す
るほか（この点について、（ ． ）も併せ
て参照されたい）、チームによる産業保健
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業務の推進を通じて全領域のカバーを図る
必要があるだろう 。

（ ）産業医の知識・能力の維持向上
（現行安衛則第 条第 項関係）
上で述べた通り、もとより、安衛法第
条第 項は、「産業医は、労働者の健康

管理等を行うのに必要な医学に関する知識
について厚生労働省令で定める要件を備え
た者でなければならない」と定め、安衛則
第第 条第 項（及びその解釈例規）等
がその要件を具体化している。そもそも、
こうした訓示的内容を法の個別規定に定め
る意味があるかも疑問である。しかし、本
改正により、実質的に産業医・産業保健機
能の向上を図るには、産業医らの権限強化
にもまして、組織内での信頼性や存在感を
高める必要がある ことや、本改正につい
て経営者側の理解を得る必要があったこと
などから、産業医の知識・能力の向上を明
文化して強調する必要があったものと解さ
れる。
実際には、安衛則第 条第 項に関す

る労働安全衛生規則等の一部を改正する省
令（平成 年厚生労働省令第 号）第
条の の や、その内容の具体化のため
に作成された平成 年 月 日厚生労働
省告示第 号（前身は労働安全衛生規則

厚生労働省「『事業場における産業保健
活動の拡充に関する検討会』報告書」
（ 年 月 日）は、このような方
向性を示していた。
筆者が新制度の立案過程で厚生労働省

安全衛生部に行った進言の中核である。

第 条第 項第 号等の規定に基づく厚
生労働大臣が定める告示（平成 年 月

日労働省告示第 号。平成 年 月
日厚生労働省告示第 号により廃止

された））に基づいて医師会が実施してい
る産業医学基礎研修の内容や産業医科大学
の産業医学基礎研修会等の改編が図られる
こととなるだろう。

（ ）産業医の権限の具体化（現行安衛
則第 条の 第 項及び第 項関係）
産業医が、現行安衛則第 条第 項各

号に掲げる職務をなし得るよう、
ア：事業者又は総括安全衛生管理者への

意見、
イ：労働者の健康管理等を実施するため

に必要な情報の「労働者から」の収集、
ウ：労働者の健康に関わる緊急措置の労

働者への指示、
の つの権利が明文化された。
このうちアは、もとより安衛法第 条

第 項・第 項（現行第 項・第 項）が
事業者への勧告権、安衛則第 条第
項・第 項が総括安全衛生管理者への勧告
権と衛生管理者への指導・助言を規定して
いたところ 、新たに意見の申述権を加え

嘱託産業医としての勤務先で、部長職
にある者の不調者への対応を批判する内容
の勧告（本件勧告）をする等して産業医契
約（本件契約）を解除されたことを不服と
して、産業医の勧告を理由とする不利益取
扱いを禁じた第 条 項の強行的性格等
を根拠に所定の報酬の支払い等を求めた事
案において、東京地裁（センクシア 株 産
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たものである。
ここで意見とは、法定健診等の事後措置

に際して、事業者が医師に聴取するものに
も用いられてるいるが、ここでは勧告より
も軽く、いわば対話の一環との趣旨である
（第 回労働政策審議会安全衛生分科会
における神ノ田労働衛生課長の発言 同分
科会議事録 ）。それを、わざわざ規則で明
文化したのは、特に日本の事業組織では、
産業医の業務の実効性を高めるうえで、対
話が重要であることを強調する趣旨と解さ
れる。勧告（法第 条第 項等）は、一
般に事業者に重く受け止められ易く、事を
荒立たせてしまうこともあるため、たとえ
勧告に至るとしても、先ずは意見による対
話を通じて産業医に事業者の認識や事業場
の事情を把握させ、その適正を図ろうとし
たものとも言える。
この際、安衛法第 条及び安衛則第

業医契約解除事件東京地判令和 年 月
日 ジャパン）は、本件勧告の不
当性を認めると共に、本件契約は民法上の
準委任契約であって、いつでも解除され得
る（同第 条、第 条第 項）とし
つつ、以下のように述べた。
すなわち、「安衛則 条 項の趣旨・目

的を踏まえると，本件勧告書の内容が，的
確な事実に基づくもので，かつ，労働者の
健康管理等について必要な勧告であるにも
かかわらず，被告が，同勧告内容の実現を
あえて妨げる目的で本件契約を解除したと
認められるような場合には，本件解除は，
権利の濫用に当たると評価される余地があ
る」、と。

条が定める助言等の意味内容は、以下のよ
うに解されるり 。
勧告：上位の立場の経営管理権者（事業

者ないし総括安全衛生管理者）に、専門的
知見に基づいて措置を促すこと
指導：下位の立場の者に、上位の立場か

ら教え諭すこと
助言：立場の上下を問わず、専門的知見

を踏まえ、アドバイスをすること
堀江教授が分析するように 、産業医は、

そもそも工場法時代における安全管理者の
下位の位置づけから、安衛法制定前に安全
管理者と同格で現行法上の総括安全衛生管
理者に相当する主任衛生管理者の下位の位
置づけとなり、現行安衛法において事業者
や総括安全衛生管理者に勧告し、衛生管理
者に指導・助言を与える位置づけへと、僅
かながら「出世」してきた経緯がある。
立案者の意図として、助言、指導、勧告

の三者で内容そのものの違いはあまり想定
されず、ただ、産業医を産業保健業務従事
者の中では上位（指導的立場）に置き、事
業者や事業場の経営権者の就任が予定され
ている総括安全衛生管理者よりは下位にあ
るが、その専門性を尊重されるべき存在と

たとえば「勧告」という文言も、行政
法上の勧告は行政指導の一環であるなど、
法律論では、同じ文言でも法令や条規ごと
に意味内容が異なり得る。ここでは、あく
まで安衛法第 条や安衛則第 条が定め
る助言等の意味内容を述べる。
堀江正知：産業医と労働安全衛生法の

歴史 産業医科大学雑誌
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たものである。
ここで意見とは、法定健診等の事後措置

に際して、事業者が医師に聴取するものに
も用いられてるいるが、ここでは勧告より
も軽く、いわば対話の一環との趣旨である
（第 回労働政策審議会安全衛生分科会
における神ノ田労働衛生課長の発言 同分
科会議事録 ）。それを、わざわざ規則で明
文化したのは、特に日本の事業組織では、
産業医の業務の実効性を高めるうえで、対
話が重要であることを強調する趣旨と解さ
れる。勧告（法第 条第 項等）は、一
般に事業者に重く受け止められ易く、事を
荒立たせてしまうこともあるため、たとえ
勧告に至るとしても、先ずは意見による対
話を通じて産業医に事業者の認識や事業場
の事情を把握させ、その適正を図ろうとし
たものとも言える。
この際、安衛法第 条及び安衛則第

業医契約解除事件東京地判令和 年 月
日 ジャパン）は、本件勧告の不
当性を認めると共に、本件契約は民法上の
準委任契約であって、いつでも解除され得
る（同第 条、第 条第 項）とし
つつ、以下のように述べた。
すなわち、「安衛則 条 項の趣旨・目

的を踏まえると，本件勧告書の内容が，的
確な事実に基づくもので，かつ，労働者の
健康管理等について必要な勧告であるにも
かかわらず，被告が，同勧告内容の実現を
あえて妨げる目的で本件契約を解除したと
認められるような場合には，本件解除は，
権利の濫用に当たると評価される余地があ
る」、と。

条が定める助言等の意味内容は、以下のよ
うに解されるり 。
勧告：上位の立場の経営管理権者（事業

者ないし総括安全衛生管理者）に、専門的
知見に基づいて措置を促すこと
指導：下位の立場の者に、上位の立場か

ら教え諭すこと
助言：立場の上下を問わず、専門的知見

を踏まえ、アドバイスをすること
堀江教授が分析するように 、産業医は、

そもそも工場法時代における安全管理者の
下位の位置づけから、安衛法制定前に安全
管理者と同格で現行法上の総括安全衛生管
理者に相当する主任衛生管理者の下位の位
置づけとなり、現行安衛法において事業者
や総括安全衛生管理者に勧告し、衛生管理
者に指導・助言を与える位置づけへと、僅
かながら「出世」してきた経緯がある。
立案者の意図として、助言、指導、勧告

の三者で内容そのものの違いはあまり想定
されず、ただ、産業医を産業保健業務従事
者の中では上位（指導的立場）に置き、事
業者や事業場の経営権者の就任が予定され
ている総括安全衛生管理者よりは下位にあ
るが、その専門性を尊重されるべき存在と

たとえば「勧告」という文言も、行政
法上の勧告は行政指導の一環であるなど、
法律論では、同じ文言でも法令や条規ごと
に意味内容が異なり得る。ここでは、あく
まで安衛法第 条や安衛則第 条が定め
る助言等の意味内容を述べる。
堀江正知：産業医と労働安全衛生法の

歴史 産業医科大学雑誌
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の位置付けとするため、そうした用語の使
い分けが図られたのだろう。
三者とも、安衛法上、事業者に対して法

的拘束力は持たないが、勧告には事業者に
よる尊重の義務や、それに基づく不利益取
り扱いの禁止が定められており（安衛法第

条第 項（現行第 項）（罰則規定な
し）、安衛則第 条第 項（現行第 項）
（罰則規定なし））、多くの組織で「重いも
の」と受け止められて来た。この改正で、
勧告内容やそれに基づく措置等の記録の保
存義務や衛生委員会等への報告義務が課さ
れたので（（ ． ）（ ． ）を参照された
い）、なおさらである。現に、他二者に比
べ、それを受けた事業者が従わずに労働者
の健康障害を生じた場合に民事上の過失責
任を負う可能性は高まるだろう。
三者の具体的内容は、その主体である産

業医に課せられた職務、直面するリスク、
相手方である事業者らとの関係性などから
おのずと定まると思われる。よって、産業
医の事業者への勧告なら、放射線漏れや苛
烈なハラスメントが認められる場合など緊
要時に行う運用になり易いだろうが、発が
ん性や変異原性がさほど強くはないが、体
内に蓄積して健康影響をもたらし得る有害
物質や、蓄積疲労を生じる長時間労働など
の慢性的な問題に関する一般的な労働条件
の改善勧告などが適当な場面もあるだろう
。
イも、従前から法定健診での問診や諸種

日本産業衛生学会政策法制度委員会
「産業医の権限強化に関する答申」

を参照されたい。

の面接指導などを通じて労働者が持つ情報
の収集は可能であったところ、事業者の指
揮命令や承認を得なくても独自に行使でき
る産業医固有の権限とされたところに意義
がある。後掲の（ ． ）と合わせ、産業医
による全員面談（：従業員の全てを対象と
する面談）のような産業医と従業員の距離
を近づける制度を組織内で創設する根拠に
もできるだろう。ただし、事業者との関係
で、独自に労働者に情報提供を求め得る法
的地位を設定するものであって、産業医に
よる当該労働者への情報提供の強制を一般
的に保障する趣旨ではないと思われる。
ウも、事業者との関係で、その指示や承

認を得なくても、独自に労働者に緊急措置
を指示し得る法的地位を設定するものと解
されるが、この措置は特に、事業者の労働
者らに対する安全配慮義務の履行を補助な
いし代行する性質が強いので、就業規則や
雇用契約にその旨の明文規定がなくても、
それらの客観的な解釈として、産業医によ
る指示は、事業者による指示と推定され、
労働者がその指示に従わない場合には、そ
の措置自体に健康上の緊要性がなくても、
賃金減額を伴う降職など一定の人事上の
（不利益）措置を講じることも許されるの
ではなかろうか。
なお、この改定は直接的に想定していな

かっただろうが、産業医がアイウの権限を
適正に行使せずに労働者に健康障害等の損
害が生じた場合、民事上、少なくとも被害
者との関係で、当該産業医の過失と評価さ
れ易くなる（：結果的に選任した事業者の
責任と評価され易くなる）だろう。

（ ）産業医の独立性・中立性の強化
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（現行安衛法第 条第 項関係）
予告通達は、産業医は、独立性・中立性

をもってその職務を行えるよう、産業医学
の専門知識に基づいて誠実に職務を遂行す
るよう産業医に求める規定を新設すると述
べていた。むろん、本条の趣旨の実現は本
条のみによって成るものではなく、産業医
の勧告権（法第 条第 項、安衛則第
条第 項）やそれに基づく不利益取扱いの
禁止（安衛則 条第 項）などの既定の
保障制度や、ここで取り上げた産業医に関
する改正内容の全てがそれを支えている。
新設規定（法第 条第 項）の名宛人

は産業医だが、当該産業医を選任する事業
者にも、その独立性・中立性を尊重するよ
う求める趣旨と解される。
産業医の独立性・中立性は、フランスな

どでは法定されているが、日本ではそうさ
れて来なかった。経営者が反対してきただ
ろうし、安衛法でも、安全衛生の実効性確
保は原則として事業者責任とされ、産業医
はその履行の代行者ないし補助者に位置づ
けられてきたし、また、日本の事業組織で
実効的に業務を行おうとすれば、ある場面
では経営者ヨリ、他面では労働者ヨリなど、
「仮面の使い分け」が求められるだろうか
ら、特に中立性の一律的な強制は困難だっ
たと察せられる。日本産業衛生学会「産業
保健専門職の倫理指針」（ 年 月
日公表）でも、独立性は求められているが、
中立性には触れられていない。
しかし、この制度改正では、上記のよう

な政策的な意図を前提として、塩崎恭久厚
生労働大臣（当時）のイニシアチブもあり、
産業医の質量の確保を展望しつつ、産業医
学の専門性と職務遂行上の誠実性を強調す

る形で法律上の明文化が図られたものと思
われる。
もっとも、独立性・中立性、誠実性と言

っても抽象的で、条文の性格も訓示規定に
とどまるので、実質的な意義は、他の項目
に示された具体的な権利義務の設定の根拠
とされたり、民事裁判等で、違法評価―例
えば、産業医が独立的な立場で就業したこ
とを理由とする当該産業医への不利益措置
の違法性の評価など―の要素（参考材料）
とされること等に求められよう。

（ ）産業医の辞任又は解任時の衛生委
員会又は安全衛生委員会（以下「衛生委員
会等」という。）への報告（現行安衛則第
条第 項関係）
予告通達によれば、産業医の辞任又は解

任に際して、遅滞なく（：おおむね ヶ月
以内に）、その旨と理由を衛生委員会等に
報告すべき義務を新たに事業者に課したも
のである。
フランスやドイツであれば、法律上、使

用者は、従業員代表組織の同意を得なけれ
ば産業医の選任や解任をなし得ない。上述
の通り、日本では、安衛法上、安全衛生の
実効性確保は原則として事業者責任とされ、
産業医はその履行の代行者ないし補助者に
位置づけられてきた。そこに、産業医（業
務）の独立性等を高めるための制度的保障
の つとして設けられたのがこの規定であ
る。事業者の決定に会議体の監視を介入さ
せる一方、衛生委員会は労使交渉の場では
なく、委員は使用者の指名者である（安衛
法第 条第 項）という点で、事業者の
良識を信頼しつつ牽制を図る（：恣意的な
措置に歯止めをかける）意図を看取できる。
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（現行安衛法第 条第 項関係）
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は産業医だが、当該産業医を選任する事業
者にも、その独立性・中立性を尊重するよ
う求める趣旨と解される。
産業医の独立性・中立性は、フランスな

どでは法定されているが、日本ではそうさ
れて来なかった。経営者が反対してきただ
ろうし、安衛法でも、安全衛生の実効性確
保は原則として事業者責任とされ、産業医
はその履行の代行者ないし補助者に位置づ
けられてきたし、また、日本の事業組織で
実効的に業務を行おうとすれば、ある場面
では経営者ヨリ、他面では労働者ヨリなど、
「仮面の使い分け」が求められるだろうか
ら、特に中立性の一律的な強制は困難だっ
たと察せられる。日本産業衛生学会「産業
保健専門職の倫理指針」（ 年 月
日公表）でも、独立性は求められているが、
中立性には触れられていない。
しかし、この制度改正では、上記のよう

な政策的な意図を前提として、塩崎恭久厚
生労働大臣（当時）のイニシアチブもあり、
産業医の質量の確保を展望しつつ、産業医
学の専門性と職務遂行上の誠実性を強調す

る形で法律上の明文化が図られたものと思
われる。
もっとも、独立性・中立性、誠実性と言

っても抽象的で、条文の性格も訓示規定に
とどまるので、実質的な意義は、他の項目
に示された具体的な権利義務の設定の根拠
とされたり、民事裁判等で、違法評価―例
えば、産業医が独立的な立場で就業したこ
とを理由とする当該産業医への不利益措置
の違法性の評価など―の要素（参考材料）
とされること等に求められよう。

（ ）産業医の辞任又は解任時の衛生委
員会又は安全衛生委員会（以下「衛生委員
会等」という。）への報告（現行安衛則第
条第 項関係）
予告通達によれば、産業医の辞任又は解

任に際して、遅滞なく（：おおむね ヶ月
以内に）、その旨と理由を衛生委員会等に
報告すべき義務を新たに事業者に課したも
のである。
フランスやドイツであれば、法律上、使

用者は、従業員代表組織の同意を得なけれ
ば産業医の選任や解任をなし得ない。上述
の通り、日本では、安衛法上、安全衛生の
実効性確保は原則として事業者責任とされ、
産業医はその履行の代行者ないし補助者に
位置づけられてきた。そこに、産業医（業
務）の独立性等を高めるための制度的保障
の つとして設けられたのがこの規定であ
る。事業者の決定に会議体の監視を介入さ
せる一方、衛生委員会は労使交渉の場では
なく、委員は使用者の指名者である（安衛
法第 条第 項）という点で、事業者の
良識を信頼しつつ牽制を図る（：恣意的な
措置に歯止めをかける）意図を看取できる。

分担研究報告書（三柴 丈典）

今後、労働者側の意向をもう少し強く反映
させる制度をつくるなら、その布石となる
可能性もある。

（ ）産業医等に対する健康管理等に必
要な情報の提供（現行安衛法第 条第
項及び第 条の 第 項並びに現行安衛
則第 条の 第 項及び第 項並びに第
条の 第 項関係）
予告通達は、産業医等（産業医と、産業

医の要件を充たさないが、安衛法第 条
の に基づき産業医の選任義務のない事業
場で健康管理等の業務を行い得る医師）が
効果的な業務を行ううえで必要な情報とし
て、
ア：法定健診、長時間労働者対象面接指

導、ストレスチェックの後に既に行ったか、
行う予定の事後措置（事後的な配慮措置）
の内容、
イ：週 時間を基準に時間外・休日労

働が 時間を超えた通常の労働者の氏名
と超過時間、
ウ：その他、適切な健康管理等の業務に

必要な情報

厚生労働省が発行したリーフレット
（「『産業医・産業保健機能』と『長時間労
働者に対する面接指導等』が強化されま
す」

）では、「①労働者の作業環境、
②労働時間、③作業態様、④作業負荷の状
況、⑤深夜業等の回数・時間数などのうち、
産業医が労働者の健康管理等を適切に行う
ために必要と認めるもの」が例示される一
方、最終的には事業者－産業医間での協議

を、アについては遅滞なく（：おおむね
ヶ月以内に）、イウについては速やかに

（：おおむね 週間以内に）、できる限り
書面で提供する義務を新たに事業者に課す
旨を述べていた（現行法第 条の 第
項所定の、産業医選任義務のない常時使用
労働者数 人未満の事業場でも、法第
条の 第 項所定の者に健康管理等を行わ
せる事業者には、同様の情報提供の努力義
務を課すこととなった（安衛則第 条の
第 項））。
もとは、厚生労働省「『産業医制度の在

り方に関する検討会』報告書」（ 年
月 日）で、産業医の求めに応じて労

働者の業務に関する情報を同人に提供する
よう事業者に義務づけるべきことが示され
ていたところ、その後、産業医・産業保健
制度の強化を働き方改革の一環に位置づけ
られることとなって、当該改革の要目であ
る長時間労働対策に関する情報を中心に、
産業医の求めがなくても提供すべき旨が制
度化された経緯と解される。
もとより、安衛則第 条第 項は、事

業者は、産業医が第 条第 項に定めら
れた職務を遂行するのに必要な権限を付与
すべき旨を定めているので、本規定の新設
はその具体化に過ぎないともいえるが 、
産業医に提供すべき情報の画定は、実質的

により決すべき旨が示されている。
筆者は、上記の「産業医制度の在り方

に関する検討会」で、創設的な意味も持つ
ので、ルールの策定が必要ながら、（第
条第 項の解釈例規として）ガイドライン
での規定もあり得る旨を述べた。
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に産業医業務の画定と同義であり、この規
定から、要するに、長時間労働従事者の個
別的な健康管理とそれを通じた職場の環境
改善（≓組織的な健康管理）を産業医業務
の中核に据える意図が窺われる。また、契
約論的には、特約がない限り、産業医に事
業者に対する情報請求権は存しない一方、
業務上必要な情報を産業医に提供せずに健
康障害等が生じれば事業者が過失責任を負
うので、事業者には自ずと情報提供圧力が
かかる。そこに、あえて立法措置で情報請
求を根拠づけることで、産業医の独立性な
いし組織内での位置づけの向上を担保しよ
うとしたとも解される。
なお、（ ． ）で述べたのと同様の理由

から、産業医がこの権限を適正に行使せず
に労働者に健康障害等の損害が生じた場合、
民事上、当該産業医の過失と評価され易く
なる（：結果的に選任した事業者の責任と
評価され易くなる）可能性はある。

（ ）産業医が勧告しようとするときの
事業者に対する意見の求め及び産業医から
勧告を受けたときの勧告の内容等の保存
（現行安衛法第 条第 項並びに現行安
衛則第 条の 第 項及び第 項関係）
予告通達によれば、産業医が事業者に勧

告（現行安衛法第 条第 項関係）を行
う際に、あらかじめ事業者に意見を求める
よう新たに当該産業医に求めることと、現
に産業医から勧告を受けた場合には、その
内容とそれを踏まえて講じた措置の内容、
講じない場合にはその理由を記録して 年
間保存する義務を新たに事業者に課したも
のである。
（ ）（ ）などと共に、産業医による

事業者への勧告の実効性を高めるための措
置であり、罰則は付されていない。
前者は、産業医による勧告を、安衛法が

設定した身分固有の権限と考えれば相反す
る面もあろうが、勧告の制度論上の重みを
高めると共に、産業医が向き合う労働者の
労働実態や就業先の実態を把握しないまま
勧告を行うことでその信頼を失う事態を防
止する趣旨も込められている。このことか
らも、この制度改正の基本理念が、産業医
の就業先での信頼性と存在感を高めること
にあることが窺われる。
後者は、産業医の勧告に間接的な拘束力

を持たせる措置といえる。産業医が行った
勧告と事業者の対応の記録の義務づけによ
り、事業者がこの義務を遵守しなければ、
産業医の適切な勧告に従わなかったと推認
され易くなり、関連する諸種の民事事件で
事業者の過失責任が認められ易くなるだろ
う。
フランスでは、（少なくとも法制度上

は）日本の産業医に当たる労働医が、産業
保健について強い権限を持っている。職場
の監視権限や労働者の就業に関する措置の
勧告権限などを持ち、企業に対する指示・
助言には、直接・間接に法的な拘束力を伴
う場合が多い。安全衛生労働条件委員会と
も協働して職務を遂行してきた 。本制度

鈴木俊晴「フランス労働医の権限拡大
と『信頼』の起源」季刊労働法

（ ）、鈴木俊晴「フランスの雇用
関係における労働医制度の機能と問題点」
季刊労働法 など。
もっとも、労働条件安全衛生委員会
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に産業医業務の画定と同義であり、この規
定から、要するに、長時間労働従事者の個
別的な健康管理とそれを通じた職場の環境
改善（≓組織的な健康管理）を産業医業務
の中核に据える意図が窺われる。また、契
約論的には、特約がない限り、産業医に事
業者に対する情報請求権は存しない一方、
業務上必要な情報を産業医に提供せずに健
康障害等が生じれば事業者が過失責任を負
うので、事業者には自ずと情報提供圧力が
かかる。そこに、あえて立法措置で情報請
求を根拠づけることで、産業医の独立性な
いし組織内での位置づけの向上を担保しよ
うとしたとも解される。
なお、（ ． ）で述べたのと同様の理由

から、産業医がこの権限を適正に行使せず
に労働者に健康障害等の損害が生じた場合、
民事上、当該産業医の過失と評価され易く
なる（：結果的に選任した事業者の責任と
評価され易くなる）可能性はある。

（ ）産業医が勧告しようとするときの
事業者に対する意見の求め及び産業医から
勧告を受けたときの勧告の内容等の保存
（現行安衛法第 条第 項並びに現行安
衛則第 条の 第 項及び第 項関係）
予告通達によれば、産業医が事業者に勧

告（現行安衛法第 条第 項関係）を行
う際に、あらかじめ事業者に意見を求める
よう新たに当該産業医に求めることと、現
に産業医から勧告を受けた場合には、その
内容とそれを踏まえて講じた措置の内容、
講じない場合にはその理由を記録して 年
間保存する義務を新たに事業者に課したも
のである。
（ ）（ ）などと共に、産業医による

事業者への勧告の実効性を高めるための措
置であり、罰則は付されていない。
前者は、産業医による勧告を、安衛法が

設定した身分固有の権限と考えれば相反す
る面もあろうが、勧告の制度論上の重みを
高めると共に、産業医が向き合う労働者の
労働実態や就業先の実態を把握しないまま
勧告を行うことでその信頼を失う事態を防
止する趣旨も込められている。このことか
らも、この制度改正の基本理念が、産業医
の就業先での信頼性と存在感を高めること
にあることが窺われる。
後者は、産業医の勧告に間接的な拘束力

を持たせる措置といえる。産業医が行った
勧告と事業者の対応の記録の義務づけによ
り、事業者がこの義務を遵守しなければ、
産業医の適切な勧告に従わなかったと推認
され易くなり、関連する諸種の民事事件で
事業者の過失責任が認められ易くなるだろ
う。
フランスでは、（少なくとも法制度上

は）日本の産業医に当たる労働医が、産業
保健について強い権限を持っている。職場
の監視権限や労働者の就業に関する措置の
勧告権限などを持ち、企業に対する指示・
助言には、直接・間接に法的な拘束力を伴
う場合が多い。安全衛生労働条件委員会と
も協働して職務を遂行してきた 。本制度

鈴木俊晴「フランス労働医の権限拡大
と『信頼』の起源」季刊労働法

（ ）、鈴木俊晴「フランスの雇用
関係における労働医制度の機能と問題点」
季刊労働法 など。
もっとも、労働条件安全衛生委員会

分担研究報告書（三柴 丈典）

の新設は、産業医の勧告の実効性、ひいて
は産業医の地位を高める意味では、日本的
な脈絡を踏まえつつ、実質的にフランスの
制度に近づけたともいえよう。
この権限についても、産業医が適正に行

使せずに労働者に健康障害等の損害が生じ
た場合、民事上、当該産業医の過失と評価
され易くなる（：結果的に選任した事業者
の責任と評価され易くなる）可能性はある。
もっとも、前者（：勧告に際しての事業

者への意見の求め）が果たされずに勧告が
なされた場合に、それが後者を含む勧告と
しての法的効果（：事業者による尊重義務、
不利益取扱いの禁止、記録の保存義務な
ど）を生じるかは明らかでない。私見は、
前者は後者の効力発生要件ではなく、前者
を履行しない勧告も原則として有効だが、
内容的に不合理な勧告に法的効果は生じな
いことを前提として、前者の不履行は、そ
の不合理性を推定させる要素になると解す
る。

（ ）産業医の勧告を受けたときの衛生
委員会等への報告（現行安衛法第 条第

（ ）は、 年のオルドナンスに
より、他の労働条件や企業経営に関わる問
題を協議する企業社会経済委員会（ ）
に統合されることとなり、原則として、安
全衛生対策を専門的に図る従業員題業組織
は存在しないこととなった。これにより、
安全衛生問題が、他の論点と競争関係に立
ち、相対化されてしまう等の批判もあると
いう（三柴丈典『職場のメンタルヘルスと
法』（法律文化社、 年） 頁）。

項並びに現行安衛則第 条の 第 項
及び第 項関係）
前項等と共に、産業医の勧告の実効性を

高めるための措置であり、事業者が産業医
から勧告を受けた場合、その勧告の内容、
それを踏まえて講じた措置、講じない場合
の理由等を衛生委員会等に報告する義務を
新たに課す旨を述べている。
（ ）と同様に、労使交渉の場ではな

く、委員が事業者の指名者である衛生委員
会等を報告の相手方としている点で、事業
者の良識を信頼しつつ牽制を図る（適正な
勧告からの逸脱等に歯止めをかける）意図
を看て取れるが、将来的には、労働者の関
与をもう少し強化しようと展望している可
能性もある。

（ ）労働者からの健康相談に適切に対
応するために必要な体制の整備等（現行安
衛法第 条の 関係）
産業医等が労働者からの健康相談に応じ

て適切な対応を図るための条件整備の努力
義務を新たに事業者に課した。
建議 ウ（ア）に対応する制度であり、

元は、「顔の見える産業医」を実現するた
め、従業員全員を対象とした面談（いわゆ
る全員面談）が想定されていた。しかし、
おそらくは、現在の産業医の質量や経営者
の負担などの事情から、努力義務でも直接
規定するのは困難との認識から、「労働者
からの健康相談に応じ、適切に対応するた
めに必要な体制の整備」等という表現に抑
えられる一方、その目的が産業医等による
健康管理等の適切な実施にあることを明示
することで、全員面談（による「顔の見え
る産業医」）の方向性を示唆したものと思
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われる。

（ ）産業医等の業務の内容等の周知
（現行安衛法第 条第 項及び第 項並
びに現行安衛則第 条の 第 項及び第
項関係）
予防通達によれば、産業医を選任した事

業場につき、産業医の業務内容、産業医へ
の健康相談の申出方法、労働者の健康情報
等の取扱い方法を、分かり易い方法で周知
する義務を新たに事業者に課したものであ
る。
これは、産業医の活用と、労働者と産業

医の気道の確保（「顔の見える産業医」）を
事業者に強く促す趣旨と解される。健康情
報等の取扱い方法を周知事項に含めたのは、
産業保健の推進にとっての重要性を前提に、
取扱規程の整備を促す趣旨と解される。
この際、産業医の業務内容を安衛則第
条第 項の定めより制限して周知する

ことが可能か、明らかではない。複数の産
業医を選任している場合に、行う業務を分
担させ、その旨を周知することや、産業医
の重点業務を周知することに問題はなかろ
うし、本制度（特に安衛則第 条の ）
は、特に①法定健診やその結果に基づく面
接指導、②長時間労働者対象面接指導、③
ストレスチェックやその結果に基づく面接
指導などの業務の担当者とアクセス方法の
周知を重視しているようでもある。とはい
え、この制度には、その運用を通じて、産
業医による法定業務の履行確保を図る趣旨
もあると解されるので、基本的に、法定業
務を制限して周知することは予定していな
いと解すべきだろう。

（ ）労働者の心身の状態に関する情報
の取扱い（新じん肺法第 条の 第 項
から第 項まで及び現行安衛法第 条第
項から第 項まで並びに新じん肺則第

条及び現行安衛則第 条の 関係）
予告通達は、事業者が、法定健診の結果

やそれに基づく面接指導、ストレスチェッ
クの結果に基づく面接指導、長時間労働面
接指導のような安衛法令上の義務の履行に
より当然に入手すべき場合のほか、そうで
ない場合にも、労働者の健康情報等を入手
して健康管理等に活用する必要が生じるこ
と、他方で、そうした情報の中には機微な
情報が含まれる場合が多いことから、労働
者が安心して自身の健康情報等を事業者に
提供できるようにするため、事業者が、健
康管理等の利用目的の範囲内で入手し、適
切な取扱いを行うよう、必要な措置を講ず
べきことや、その措置について厚生労働大
臣が指針を公表すべきこと等を、安衛法や
じん肺法で規定する旨を述べていた。
産業医・産業保健機能の強化にとって健

康情報等の取扱いの適正化は避けられない。
現に、産業医が労働者らから問責される際、
プライバシー権侵害等の主張を伴うことが
ある 。ここで適正化とは、過剰な保護で

東京電力（解雇）事件東京地判平成
年 月 日労働判例 号 頁（ 請
求棄却 控訴後帰趨不明 ）等。健診機関の
例だが、Ｂ金融公庫事件東京地判平成
年 月 日労働判例 号 頁（ 請求
一部認容 確定 ）、瀧川化学工業（ 解
雇）事件千葉地判平成 年 月 日労働
判例 号 頁等。
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われる。

（ ）産業医等の業務の内容等の周知
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びに現行安衛則第 条の 第 項及び第
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提供できるようにするため、事業者が、健
康管理等の利用目的の範囲内で入手し、適
切な取扱いを行うよう、必要な措置を講ず
べきことや、その措置について厚生労働大
臣が指針を公表すべきこと等を、安衛法や
じん肺法で規定する旨を述べていた。
産業医・産業保健機能の強化にとって健

康情報等の取扱いの適正化は避けられない。
現に、産業医が労働者らから問責される際、
プライバシー権侵害等の主張を伴うことが
ある 。ここで適正化とは、過剰な保護で

東京電力（解雇）事件東京地判平成
年 月 日労働判例 号 頁（ 請
求棄却 控訴後帰趨不明 ）等。健診機関の
例だが、Ｂ金融公庫事件東京地判平成
年 月 日労働判例 号 頁（ 請求
一部認容 確定 ）、瀧川化学工業（ 解
雇）事件千葉地判平成 年 月 日労働
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もルーズな取扱いでもなく、まさに産業保
健を目的に必要な情報が、必要とする者に
よって、目的に適うように取り扱われるこ
とを指す。新規定は、それを実現するため
の原則を示し、解釈指針の基礎となること
を図ったものである。
健康情報の取扱いに関する法規制（個人

情報保護法、刑法上の医師の守秘義務規定、
保助看法上の保健師看護師の守秘義務規定、
安衛法上の健診等の実施事務従事者の守秘
義務規定、民事上のプライバシー権法理な
ど）は、多岐にわたり複雑なため、実務上
の道先案内を図る趣旨も含む。
その核心は労働者に安心して情報提供を

求め得るような健康管理や情報管理の体制
や手続きの整備であり 、その旨は、本条
の具体化や履行支援を目的に発出された指
針（労働者の心身の状態に関する情報の適
正な取扱いのために事業者が講ずべき措置
に関する指針（平成 年９月７日、労働
者の心身の状態に関する情報の適正な取扱
い指針公示第１号、改正：令和４年３月

日同公示第 号））及び、手引き（事業
場における労働者の健康情報等の取扱規程
を策定するための手引き（令和元年））に
よく示されている。
なお、新手引きでは、これまでに厚生労

働行政（特に安全衛生行政）が示してきた
指針等も踏まえ、①本人同意の獲得、②衛
生委員会等での協議に基づく取扱規程の整
備、③産業保健職等による取扱い、④それ

筆者は三柴丈典『労働者のメンタルヘ
ルス情報と法』（法律文化社、 年）で
法解釈論的にその論証と展開を図った。

以外の者が取り扱う情報の加工情報への制
限、という つの原則を、情報の種類（安
衛法令などとの関係で取り扱うべき根拠が
あるか）等に応じて当てはめ分けている。

（ ）安全委員会、衛生委員会等の意見
等の記録・保存（現行安衛則第 条第
項関係）
安全委員会、衛生委員会等の開催頻度、

委員会が示した意見とそれを踏まえて講じ
た措置の内容を記録して 年間保存する義
務を新たに事業者に課した。
現在でも、労働基準監督官が安衛法第
条以下の安全・衛生委員会（安全委員

会（第 条）、衛生委員会（第 条）、安
全衛生委員会（第 条）のいずれかない
し全てを指す。以下同じ）の設置義務の履
行状況を確認する際には、議事録の提出を
求めるなどしているので、本制度の新設に
より、その運用が裏付けられると共に拡大
されることになる。その狙いは、安全・衛
生委員会の実質化や活性化により、産業保
健関係者と連携を図らせ、その活動を支え
ることにあると察せられる。
安全・衛生委員会の設置義務がない常時
人以上 人未満の労働者を使用する事

業場では、ほんらい安全衛生推進者との協
議の記録や保存を求めるべきだろうが、履
行確保の困難から、見送られたのではない
かと思われる。

（ ）産業医による衛生委員会等に対す
る調査審議の求め（現行安衛則第 条第
項関係）
この改正で、衛生委員会等での産業医の

発議権が新設された。より正確には、労働
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者の健康確保のために「必要な調査審議を
求めることができること」が明文化された。
前項に象徴されるように、この改正では、

全体的に、健康管理を推進する上での産業
医と衛生委員会の役割が重視されており、
この規定からは、産業医が衛生委員会をリ
ードするモデルを望ましいと解しているこ
とが窺われる。

（ ）おわりに
以上の趣旨解説からも明らかな通り、こ

の改正の実質は、現行の法制度を加筆修正
するというより、その趣旨の確認や具体化
（：穴埋め）ないし、その実現のための誘
導を図るものといえる。本来、法令よりガ
イドラインなどに規定されるべきものも多
く、現に、新設規定のうち罰則が設けられ
るのは、安衛法第 条を改編した第
条に限られる。その法的な意義は、概ね民
事上の過失ないし違法性評価の要素となる
というにとどまる。
すなわち、産業医の就業先での信頼性と

存在感を高めるための「至れり尽くせり」
のメニューということであって、本特集の
テーマである助言等（に関する新設規定）
もその一環と考えるべきであろう。
こうした施策が奏功して、産業医・産業

保健の機能が自律的に強化されていくこと
が、その最終目的のように思われる。

関係規定
特になし。

運用
適用の実際
本論

法第 条は、違反指摘が比較的多い条
規である。違反による送検件数を記した令
和 年公表「労働基準関係法令違反に関す
る公表事案」（

，最終閲覧日
年 月 日）によれば、令和元年 月 日
から 年間で、違反件数は 件だった。し
かし、是正勧告を典型とする違反指摘件数
を記した令和 年労働基準監督年報（厚生
労働省労働基準局、令和 年）の定期監督
等実施状況・法違反状況（令和２年）では、
合計 件だった。
他の主要条文違反に関するものも含めた

平成 年以後の経年データについては、
後掲する【労働基準監督年報の経年データ
①（送検件数）】と【労働基準監督年報の
経年データ②（違反指摘件数）】を参照さ
れたい。
具体例として、有名な大阪の印刷工場で

の胆管がん発症の事案への適用が挙げられ
る。すなわち、同工場で、有機溶剤を含む
洗浄剤を使って印刷機械などに付着したイ
ンクを落とす作業に従事していた複数の従
業員に胆管がんが発症し、洗浄剤に含まれ
ていた 、 ジクロロプロパンが発症の原
因と特定された。当時、当物質に強い発が
ん性が認められていなかったが、厚生労働
省は、同工場を運営する会社を、産業医や
衛生委員会の選任／設置義務違反で、書類
送検した 。日本医師会の調査結果 から

日本経済新聞の サイト（
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も、作業環境管理まで関わっている産業医
は少ないようなので、実際に選任していた
としても、曝露を防げたかは疑問だが、特
に未解明のリスク対策との関係で、必要な
手続きを尽くす一環としての体制整備の重
要性が示されたとも言えよう。
監督指導実務の立場からみた産業医制度

の最大の問題は、まさにその形骸化である。
大企業でも名ばかりで、労使から信頼され
ていないケースは少なくないが、特に中小
規模事業場で就業する嘱託産業医において
その傾向が顕著である。
例えば、嘱託産業医の場合、特に予算の

かかる労働衛生上の措置を求めると解任さ
れる例が見られる。近年の法規則改正で、
安衛則第 条第 項は、産業医が法第
条第 項所定の勧告等をしたことを理由と
する産業医への不利益取扱いを禁止し、安
衛則第 条第 項は、産業医解任の際の
衛生委員会等への事業者の報告義務を定め
たが、雇用契約ではなく、準委任契約や委
託契約であったりすると、契約更新拒絶等
の抑制は実質的に困難である。産業医が、
腰痛対策ツールを積極的に考案しようとし
たところ、「産業医の仕事は、開発ではな
く、既存の製品を事業者に紹介すること

，最終閲覧日：
年 月 日）等。
厚生労働省の サイト（

，最終閲覧日： 年 月 日）。

だ」と言われた例もあるという 。
日本医師会が平成 年（ 年） 月

に実施した調査では、嘱託産業医の報酬額
は低額（ 箇所で月額 万円程度）で月
回程度の訪問に留まっていた 。平成
年（ 年）の労働安全衛生調査（実態
調査）の事業所向け調査（有効回答率

）では、産業医の選任率は だっ
たが、嘱託産業医の選任率が 、その
うち過去 年の事業所への訪問回数 回が
約 割だった。訪問していても巡視の実施
率は更に低いと思われる。
筆者自身の産業医の現状に関する認識は、

次項に示す。

補論：産業医の今
（ ）さまざまなタイプの産業医
約 年間にわたる筆者の産業医等との

交流から、現在稼働している産業医には、
概ね以下のようなタイプの方々が存在する。

【専属産業医】
①企業等の上層部との繋がりを得て、実

質的に健康管理部長的な立場に立ち、シス
テム開発を含め健康管理の統括的業務を積

ある監督官から示唆による。
松本吉郎「ストレスチェック制度開始

後の現状と問題点」総合健診第 巻 頁
（ 年）。
三柴丈典「法律論者からみた産業医の

今とこれから」『産業医学のプリンシプル
～大切なこと：産業医学振興財団 周年
記念誌』（産業医学振興財団、 年（平
成 年）） 頁。
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極的に行っている方
②当該企業等での産業保健の歴史が浅い

等の理由から、健康管理に関わる権限（特
に健康に関する人事への関与の権限）を得
られていないものの、組織内での調整を図
りつつ、健康管理の実効性をあげ、信頼性
と発言力を高めようと努めている方
③企業等が健康管理を軽視していたり、

産業医への信用が不充分である等の理由か
ら、組織の奔流から外された個室の住人の
ように扱われてしまい、本人もリスクや負
担を背負う業務には及び腰になりがちな方

【嘱託産業医】
④産業医事務所を開設して一定数の企業

などと業務委託契約を結び、健診結果に基
づく意見、職場巡視、面談、衛生委員会へ
の参加等を手始めに、その組織の特性を把
握したうえで、様々な健康の保持増進プロ
グラムを考案するなどして、組織全体の生
産性の向上への貢献を図っている方。組織
内での就業より独立的な就業の方が個性に
合っていて、現にいきいきと活動している
方も多い
⑤専門的な産業保健サービスを構築して

チームで就業している方
⑥健診団体などの労働衛生機関に勤務

し、経営者や上司の理解を得て、特に中小
企業向けの産業保健サービスに従事してお
られる方
⑦専業は精神科／心療内科の開業医だ

が、メンタルヘルス問題の拡大を受け、企
業などで活動を行ううえで、産業医として
契約を結ぶ方が、契約の取り易さ、活動領
域の拡大などの面で有利と考えて、資格を
取得して業務を行っている方
⑧専業は開業臨床医だが、知り合いから

協力を求められるなどして、やむなく産業
医業務に従事しているが、産業保健に関す
る意欲や知識を充分にお持ちでない方（経
緯は同様ながら、意欲的に業務を行おうと
する方もおられる）
⑨臨床医業務から引退したものの、なん

らかの事情があって産業医となったため、
産業保健に関する知識も意欲も充分にお持
ちでない方
⑩大学に所属する若手の臨床医であっ

て、副業として就業しており、産業保健に
関する知識を充分にお持ちでない方（中に
は産業保健に関心を持って意欲的に業務を
行おうとする方もいる）

【その他】
⑪医行為的な性格を持つ業務（健診、診

断を伴う面談など）は一切行わず、産業保
健を切り口とした経営コンサルティング業
務に徹している方
⑫大学などの研究機関に所属して、ある

程度は実地の活動を行いつつ、産業保健の
学問としての発展を図っている方（研究機
関に所属していないが、学会活動などを通
じて実地の知見を産業保健業界全体に展開
させようとしている方も含められよう）
⑬医系技官などとして行政に所属して、

産業保健政策の発展を図っている方

はなはだ不充分ながら、以上の整理によ
っても、産業医の幅広い展開ぶりがうかが
える。
また、以上は１軸的な類型化であって、

勤務先の健康管理の重視度合い、世代など
の軸を設けていない。よって、ほんらい①
の役割を果たせる方が②に甘んじているよ
うな場合もあろうし、初めて産業医として
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企業などに赴任し、②の役割を果たした方
が礎となって、後任者が①の役割を果たせ
るようになったという例もあるだろう。

（ ）政策系３医大の卒業者の現状
一般的な医科大学とは別に、特別な政策

目的をもって設立された３大学として、自
治医科大学、防衛医科大学、産業医科大学
が挙げられる。言うまでもなく、自治医大
は、地域医療の担い手、防衛医大は、自衛
隊等で働く医官、産業医大は、産業保健を
リードする産業医の育成を使命としている
が、前２者が、数字の上では概ねその目的
を達している（自治医大卒業者の約７割程
度はへき地を含む地域の医療を担い、防衛
医大卒業者の場合は、ごく一部の任官拒否
者を除く殆どは自衛隊等で働く医官になっ
ていると聞く）のに対して、産業医大は苦
戦している（卒業者の２～３割程度しか産
業医を専業としていない）と聞く。同医大
の組織内部にも、「医者は医者らしく」と
説く方々と、「産業医も奥が深くて面白い
よ」と説く方々の双方があると聞く（形勢
についても聞くこともあるが、ここでは触
れない）。予防は性格的にジェネラリスト
志向になりがちなので、専門家らしく見え
なくなる。白衣より背広や作業着を羽織る
ことが多くなる。難関を突破して医師とな
った方々からすれば、医師としての地位、
業務パターン、信用、やりがい等を失う不
安を伴うだろう。そして何より、健康障害
に関わるもめ事の間に入る必要に迫られる。
患者のため全力を尽くすという医療教育を
受けてきたのに、弁護士や社会保険労務士
のような役割を求められることがある。

しかし、産業医科大学の創設にせよ、法

整備による産業医への業務の割り当てにせ
よ、予防は行政が牽引しなければ、進み難
いことは事実だし、光明も多い。

先ず、産業医大卒業者を中心に、試行錯
誤しつつ、産業医のアイデンティティの確
立に尽力し、積極的に後輩の育成を図って
いる方がおられる。産業医学推進研究会の
ような、知的・人的交流を図るプラットフ
ォームもできている。そして、現に、意欲
的で優秀な若手産業医が増えてきている。
「医師」と「女性」の両立を考える優秀な
女医のキャリアの選択肢の１つにもなって
来ているようだ。

ただ、健康障害をめぐるトラブルが増え
てきている中で、経営者や人事から頼りが
いを感じる、リスクテイクしてくれる産業
医はまだ少ないようだ（ では、産業医
の選任は法的に義務づけられていないが、
使用者らに重い健康管理責任が課されてい
るので、選任せざるを得ない状況になって
いるという ）。もともと「察し力」や
「質問力」に長けていて、他者に役だとう
という真摯さがある方等でないと、困難だ
ろう。そこで日本産業保健法学会は、産業
医等を対象に、実際に生じた労災・健康障
害事件を素材とした法教育を行っており 、

ghes, Katrina Leary. Employers’ 

日本産業保健法学会の サイト（
，最終閲覧日：

年 月 日）。

－ 361 －



分担研究報告書（三柴 丈典）

令和 年度からは、厚生労働科学研究費の
助成を得て、内容の充実化を図っている 。
これは、日本産業保健法学会の前身に当た
る日本産業保健法学研究会が実施していた
同様の研修講座の受講者へ向けたアンケー
ト調査では、当該法教育により、「産業保
健に関する問題解決の自信になった」との
回答が 割を超えたこと（ ）を踏
まえている。
もっとも、法知識を不用意に説得材料に

用いる（：法に使われる）ようでは、組織
内での信頼は得られない。法の作り手の思
いと使われ方（：使い手の思い）を洞察し、
俯瞰して重要なことから説かねば（：法を
使わねば）ならない。

（ ）産業医の職務の今後の展望
上述した通り、制度発足当初は、有害物

対策や感染症対策が主な業務だったが、昨
今は、ある程度業務に時間を割ける産業医
の場合、発達やパーソナリティーに問題を
抱える精神的な不調者への対応や、指導を
素直に聞き入れない生活習慣病者への対応
などが委ねられ易く、難題として継続し易
いと聞く。
こうなると、個人と組織／業務の適応の

支援の一環として、労働者の生き方、働き
方、組織の業務体制への働きかけも求めら

令和 年厚生労働科学研究費補助金
（政策科学総合研究事業）「法学的視点か
らみた社会経済情勢の変化に対応する労働
安全衛生法体系に係る調査研究」（

，
最終閲覧日： 年 月 日）。

れてくる。
また、意欲的で、経営上層部の信頼も得

ている産業医であれば、健診、巡視、面接
などから得られたデータも活用して、健康
管理面から経営改善を支援することも可能
であり、政策的にも期待されている。化学
物質管理が可能な産業医は極めて少ないが、
化学プラント等で就業する産業医であれば、
当然に作業環境管理に精通するか、精通し
た人物と連携しなければならない。
もっとも、産業医らしさを象徴する業務

は、就業判定であろう。そのフローを、内
科医療と対比しつつモデル化すれば、以下
のように表現できる。

内科医療 診断 → 処方 → 体調
の快復・改善
産業保健 就業判定 → 就業調整 →
就業可能性の拡大

ここからも、産業保健業務が、全て他職
種との連携と調整を要素とすることが窺わ
れよう。的確な就業判定のためには客観的
な情報収集が求められるが、それは、本人
のみならず、主治医、上司、人事、家族な
ど本人の関係者にも聴取しなければ叶わず、
就業調整では、なおさらに関係者の協力を
得なければ叶わない。

（ ）改めて産業医とは？
極めて回答が困難な問いだが、医学の知

識経験を基礎に、健康障害の発見、防止と、
結果的には労働生産性の向上に貢献する職
種というのが教科書的回答であろう。不調
者のキャリア形成支援という面もあろう。
ただ、その本質を考えれば、個人と組織
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に対して補完的だが本質を突く役割のよう
にも思われる。両者に個性と資質を自覚さ
せ、両者の適応と成長を促す存在というべ
きかもしれない。
医学の知識経験が深堀されている方が、

他職種と協働できる幅広さと柔らかさを帯
有するような専門性のイメージ（「円錐
型」（図 ））が１つのモデルとなり得る
が、産業保健の一般的知識を基礎に、組織
ごとの健康上の問題の解決や課題の達成能
力を高めるような専門性のイメージ（「四
角柱型」（図 ））なども進化形のモデル
になり得るように感じられる。

【図 】

【図 】

関係判例
民事ではあるが、産業医に関する裁判例

は近年増加傾向にある。

（ ）産業医が直接被告とされた例
（ 産業が単独で被告とされた例
（財）大阪市 協会事件〈大阪地判平成

年 月 日判例時報 号 頁
（控訴後和解）〉
【事実の概要】
内科専門の年配のベテラン産業医 が，

急遽，自律神経失調症の診断名で休職して
いた職員 が復職準備段階にあるとして，
その快復度合い等を測る目的で面接を依頼
され，当該診断名のみを事前情報として面

以下は、三柴丈典「産業保健に関する
裁判事例」『産業保健マニュアル（改訂８
版）』（南山堂、 年） 頁、三柴丈
典「裁判事例から学ぶ産業医の活動と責
任」 巻 号（ 年）

頁、原俊之「産業保健と法：産
業医に関する裁判例」産業医学レビュー
巻 号（ 年） 頁に加筆修正
を加えたものである。
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談を行った。ひととおりの聞き取りを行っ
たうえで、さほど状態は悪くないと考え、
激励の趣旨で断続的に，「それは病気やな
い，それは甘えなんや」，「薬を飲まずに
頑張れ」，「こんな状態が続いとったら生
きとってもおもんないやろが」などと発言
し，本人の不安の愁訴に傾聴しないような
態度をとった。
その後，不調状態が悪化ないし遷延化し，

復職が約 か月間延期されたとの主治医の
診断等を受け， が，面接に当たった の
みを相手方として，逸失利益と慰謝料等を
求める損害賠償請求訴訟を提起した。

【判旨～ 請求認容～】
は，勤務先から自律神経失調症により

休職中の職員との面談を依頼されたのであ
るから，面談に際し主治医と同等の注意義
務までは負わないものの，産業医として合
理的に期待される一般的知見を踏まえ，面
談相手である の病状の概略を把握し，面
談においてその病状を悪化させるような言
動を差し控えるべき注意義務を負っていた。
産業医は，大局的な見地から労働衛生管

理を行う統括管理に尽きるものではなく，
メンタルヘルスケア，職場復帰の支援，健
康相談などを通じて，個別の労働者の健康
管理を行うことをも職務としており，産業
医になるための学科研修・実習にも，独立
の科目としてメンタルヘルスが掲げられて
いることなどに照らせば，産業医には，メ
ンタルヘルスにつき一通りの医学的知識を
有することが合理的に期待される。
自律神経失調症という診断名自体，特定

の疾患を指すものではないが，一般に，う
つ病やストレスによる適応障害などとの関

連性は容易に想起できるのであるから，面
談する産業医としては，安易な激励や，圧
迫的な言動，患者を突き放して自助努力を
促すような言動により，患者の病状が悪化
することを知り，そのような言動を避ける
ことが合理的に期待されるものと認められ
る。 が の病状について詳細な情報を与
えられていなかったことを考慮してもなお，
上記の注意義務に反するものということが
できる。
本件経過に照らすと、 は面談直前には、

約 ヶ月後からの復職を予定していたが、
本件面談により病状が悪化して自宅療養期
間が延びて復職が約 ヶ月遅れたことが認
められる。

【くみ取るべき示唆】
・産業医にとって臨床上の専門でない症

例／事例についても，学科研修での習得が
求められているなど，その専門性の内容を
なす一般的な知識は踏まえて対応すること
が法的に求められる。敷衍すれば，仮に自
身での対応が困難な場合には，適当な専門
医等への照会ないし紹介が求められる。
・産業医の職務には，組織全体の労働衛

生管理のみではなく，個々の症例／事例へ
の個別的対応も含まれる。なお，医師であ
る以上，企業内の診療所で従前から治療行
為に携わって来た場合等，一定の脈絡があ
って応招義務が発生する場合には，治療行
為を行う義務を負うこともある 。

堀江前掲（ 年） 頁 に
は、産業医が現実に担っている役割に通常
の医療行為が含まれる例があることが示さ
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談を行った。ひととおりの聞き取りを行っ
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康相談などを通じて，個別の労働者の健康
管理を行うことをも職務としており，産業
医になるための学科研修・実習にも，独立
の科目としてメンタルヘルスが掲げられて
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本件経過に照らすと、 は面談直前には、

約 ヶ月後からの復職を予定していたが、
本件面談により病状が悪化して自宅療養期
間が延びて復職が約 ヶ月遅れたことが認
められる。

【くみ取るべき示唆】
・産業医にとって臨床上の専門でない症

例／事例についても，学科研修での習得が
求められているなど，その専門性の内容を
なす一般的な知識は踏まえて対応すること
が法的に求められる。敷衍すれば，仮に自
身での対応が困難な場合には，適当な専門
医等への照会ないし紹介が求められる。
・産業医の職務には，組織全体の労働衛

生管理のみではなく，個々の症例／事例へ
の個別的対応も含まれる。なお，医師であ
る以上，企業内の診療所で従前から治療行
為に携わって来た場合等，一定の脈絡があ
って応招義務が発生する場合には，治療行
為を行う義務を負うこともある 。

堀江前掲（ 年） 頁 に
は、産業医が現実に担っている役割に通常
の医療行為が含まれる例があることが示さ
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・自律神経失調症の診断名による休職者
については，うつ病や何らかのストレス要
因による適応障害等への罹患を疑った上で
の対応が法的にも求められ得る。また，事
前情報が充分でない場合には，自ら必要な
情報を獲得／請求して対応する必要がある。
・ディスチミア親和性を疑う等して、特

殊、例外的な対応（支持的ではない、厳し
い対応等）を行う場合には，講じる措置の
合理性を担保するための手続（主治医との
連携、一定期間の多角的な観察等）が法的
にも求められる。
・産業医は，事業者が果たすべき労働者

の健康管理等の業務を代行ないし補助する
ため，組織との契約（雇用契約，業務委託
契約等）により選任される存在だが，不法
行為規定（民法第 条）により，直接か
つ単独で被告とされることがある。
選任者（企業等）の業務上の方針に従っ

てなされた，いわゆる組織的過失に当たる
ような場合でも，原則として（：会社から
脅迫され，自由意思を失っていた等の特別
な事情がない限り）免責されない。選任者
にも独自の過失責任又は使用者責任が認め
られる場合には，概ね連帯責任を負うこと
になる（民法第 条）。また，仮に選任
者に使用者責任が認められ，相当分以上の
支払がなされた場合，内部調整として加害
者本人（この場合産業医）への求償がなさ
れ得る。よって，違法が横行する組織での
勤務は，産業医自身にとっても法的リスク
を高める。

れているが、産業医の本来業務からは区別
されている。

（ ）その他の例
社事件（東京地判平成 年 月 日労

働経済判例速報 号 頁（ 請求棄却
帰趨不明 ）
【事実の概要】

は、 の正社員であり、システムエン
ジニアとして勤務していたところ、年間

時間、 時間、 時間の時間外
労働（法定時間外か所定時間外かは不明）
と半年間に か月にわたり 時間を超え
る時間外労働（同前）を経験後にうつ状態
の診断を受けた。
その 年ほど後に半年間ほど の業務請

負先（ ）で就労したところ、強迫性障害、
うつ状態の各診断を受け、病気欠勤と休職
を 度繰り返し、 度目の休職で、 年
か月の所定私傷病休職期間を満了したとし
て退職扱いを受けた．
そこで、
ア に対し、（おそらくは労基法第

条に基づく）雇用契約上の地位確認と本来
支払われるべき賃金と実支給額との差額賃
金、
イ 入社後に直属の上司 から断続的

にパワハラを受けていたとして、 及び
に対して慰謝料の支払い、
ウ 回目の休職期間中から に関わり

始めた の産業医 が不当ないし不適当
な行為をしたとして、 に対して不法行為
に基づく慰謝料の支払い、
等を請求した．
このうち産業医の不法行為としては、

から での就労条件の悪さや のパワハ
ラ等を伝達したのに調査を怠ったこと、主
治医の診断書を無視して（少なくとも 回
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目の）休職原因を私傷病としたこと、 回
目の休職後の復職の際、主治医の復職可能
診断書を添えた復職希望を放置して復職を
妨害したうえ、 のパワハラへの対応に抗
議したところ、気に入らなければ医師を替
えればよい旨の開き直るような発言をした
こと等が主張された．

【判旨～Ｘ請求棄却～】
アについて
にはそもそも 入社以前に精神安定剤

服用の経過があり、裁判所からの再三の求
めにもかかわらず、退職に至る 回目の休
職原因となった精神疾患（強迫性障害等）
の発症直前に過重な業務上の負荷があった
との主張立証はなく、当初の長時間労働の
事実のみで の傷病が業務上であるとまで
は言えない。
イ～ウについて
そうした事情の存否自体不明なうえ、仮

に有っても による退職扱いとの相当因果
関係が認められない。

【くみ取るべき示唆】
・個々の主張の裏付け（要件事実）にか

かる主張立証が十分になされていないうえ、
当初の長時間労働によるうつ病発症やその
後の遷延化の有無など、基本的な論点に関
する主張立証も尽くされていない。
裁判所が 本人の言動が全体に非常識と

の心証を抱いた可能性もある。
・本件からは、非常識な対応をとる労働

者は、たとえ訴訟を提起しても、結局、論
理矛盾や立証困難などから請求を認められ
難いことが窺われる。また、仮に当人の関
係者の対応に過失があっても、生じた損害

との間に相当因果関係が認められなければ
民事責任は認められないという過失責任法
の当然の原則も示唆される。
産業保健実務は、その点には確信を持っ

た上で、寄り添い姿勢（太陽）とけじめを
つける厳しさ（北風）の双方をもって接す
ることが求められよう。

（ ）産業医が被告とはならなかったが事
件に関与した例
ア）建設技術研究所事件大阪地判平成
年 月 日労働判例 号 頁（
請求一部認容・一部棄却 控訴 ）
【事実の概要】

は大学院で土木工学を専攻し，建設工
事の調査，設計やコンサルティング等を営
む大手企業の に入社して、河川工事の技
術部門で就労していた．
入社 年目に年間 時間を超える長

時間勤務（＊月平均約 時間の法定時間
外労働）を行った後，体調不良を経て
（抑うつ性尺度）でやや高い点数となった
（裁判所は，遅くともこの頃精神疾患にり
患したと認定している）。遅刻が常態化し，
所属の看護師のカウンセリングを受ける

ようになり，主治医 や から身体表現
性障害や適応障害の診断を受け，約 か月
の在宅療養（以下「 回目療養」という）
後，元職場に復帰した。
復帰後，主治医 から身体表現性障害に

つき完全寛解との診断も受けていたが，精
神疾患が完治したわけではなく，その約
か月後には同じ主治医から抑うつ状態と診
断され，約 か月間の在宅療養（以下「
回目療養」という）に入った。
この 回目療養期間中、主治医 は抑う
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妨害したうえ、 のパワハラへの対応に抗
議したところ、気に入らなければ医師を替
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こと等が主張された．
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との主張立証はなく、当初の長時間労働の
事実のみで の傷病が業務上であるとまで
は言えない。
イ～ウについて
そうした事情の存否自体不明なうえ、仮

に有っても による退職扱いとの相当因果
関係が認められない。

【くみ取るべき示唆】
・個々の主張の裏付け（要件事実）にか

かる主張立証が十分になされていないうえ、
当初の長時間労働によるうつ病発症やその
後の遷延化の有無など、基本的な論点に関
する主張立証も尽くされていない。
裁判所が 本人の言動が全体に非常識と

の心証を抱いた可能性もある。
・本件からは、非常識な対応をとる労働

者は、たとえ訴訟を提起しても、結局、論
理矛盾や立証困難などから請求を認められ
難いことが窺われる。また、仮に当人の関
係者の対応に過失があっても、生じた損害

との間に相当因果関係が認められなければ
民事責任は認められないという過失責任法
の当然の原則も示唆される。
産業保健実務は、その点には確信を持っ

た上で、寄り添い姿勢（太陽）とけじめを
つける厳しさ（北風）の双方をもって接す
ることが求められよう。

（ ）産業医が被告とはならなかったが事
件に関与した例
ア）建設技術研究所事件大阪地判平成
年 月 日労働判例 号 頁（
請求一部認容・一部棄却 控訴 ）
【事実の概要】

は大学院で土木工学を専攻し，建設工
事の調査，設計やコンサルティング等を営
む大手企業の に入社して、河川工事の技
術部門で就労していた．
入社 年目に年間 時間を超える長

時間勤務（＊月平均約 時間の法定時間
外労働）を行った後，体調不良を経て
（抑うつ性尺度）でやや高い点数となった
（裁判所は，遅くともこの頃精神疾患にり
患したと認定している）。遅刻が常態化し，
所属の看護師のカウンセリングを受ける

ようになり，主治医 や から身体表現
性障害や適応障害の診断を受け，約 か月
の在宅療養（以下「 回目療養」という）
後，元職場に復帰した。
復帰後，主治医 から身体表現性障害に

つき完全寛解との診断も受けていたが，精
神疾患が完治したわけではなく，その約
か月後には同じ主治医から抑うつ状態と診
断され，約 か月間の在宅療養（以下「
回目療養」という）に入った。
この 回目療養期間中、主治医 は抑う
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つ状態はほぼ寛解しており就労可と診断し
たが，精神科を専門とする の統括産業医
は、医学的には復職可能だが労働関係上の
問題がある旨の意見等を述べ，在宅療養が
継続された。

か月後には復職し、 年弱勤務した。
この間にも主治医 が抑うつ状態は寛解し
就労可と診断していたが，労災申請や過去
の賃金の問題などから に不信感を強める
などして再び出社しなくなった（以下「本
件欠勤」という）。この間に労使紛争に至
ったとして主治医 が以後の関与を拒否し、
その後、別の診療所医師も診断書の作成を
拒否した。
約 か月後に、主治医 が の申告を

基に睡眠障害により通院加療を要する旨の
診断をしたが，その約 か月半後から無給
となり，更にその約 か月半後に の統括
産業医が （ミネソタ多面人格テス
ト）を経て就労可と診断した。

自身が就労を拒否したことを受け，そ
の約 か月後（入社からの通算で約 年
か月後）に正当な理由のない欠勤を続けた
として解雇された。そこで，Ｘが、Ｙを相
手取り、労働契約上の地位確認や，未払賃
金，安全配慮義務違反や違法解雇による慰
謝料等を請求した。

【判旨～Ｘ請求一部認容～】
本件では、
①入社 年目の著しい長時間労働と翌年

第 四半期の長時間労働，
②定時退社や休暇取得が難しい「職場の

雰囲気」，
③ 自身の問題も背景にあって複数の上

司との関係が悪く，厳しい叱責を頻繁に受

けるなどしていたこと，
④そもそも経験に比して業務量が多かっ

た上，生産目標による圧力が加わっていた
こと，
⑤身体表現性障害の診断を受けた後も休

暇の取得を拒絶され，深夜残業を含む勤務
を継続したこと，
⑥ 回目療養明けに勤務軽減条件下とし

ては過重な業務と生産目標を課されて残業
が行われ， 回目療養直前には月間法定時
間外労働時間が 時間を超えるに至った
こと等がいずれも過重な心理的負荷となっ
ていたこと，
他方，
⑦ 回目療養以後に過重な業務上の心理

的負荷要因はなかったこと，
⑧ は人格障害であった可能性があるが，

過重な業務によって精神症状が発症したこ
と（人格障害でなかった場合には，過重な
業務により身体表現性障害を発症したこ
と），
⑨ の精神疾患は当該療養期間中に寛解

し，当該療養から復帰して約半年後には完
治したこと、
が認められる．
の統括産業医は， は（おそらく妄想

性）人格障害の影響で発症した適応障害で
あったと診断していた。それを窺わせる事
情もあるが， 側のバイアスのかかった資
料に基づいて初診に臨んだり，上記①～⑥
のような業務上の過重性を捨象している等
の問題があった。

は， 回目療養からの復帰後に窓際に
追いやられ，能力に見合わない仕事を課さ
れたことで心理的負荷を受けたと主張した
が，同人が指示された軽減業務（写真のラ
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イブラリー化業務）は，容易な分だけ生活
リズムを整え易く，そこで実績をあげた上
で新たな業務の割当を求めるべきなのに，
彼はそうしなかった。
以上から， の発症前と発症後の再発再

燃の双方に業務上の過重性が起因し，当該
過重性の背景には， の上司が の長時間
労働の実態及び健康状態の悪化を認識しな
がら負担軽減策をとらなかった過失があっ
た。
他方， による の解雇については，

がその年の 月には完治していたにもかか
わらず（よって労基法第 条第 項の適
用はない）， 月以後， からの求めに従
わず，約 か月半にわたり欠勤を続けたこ
とを理由とするもので，出勤か休養の必要
性を証する診断書の提出かを文書等で再三
通知するなどの適正手続きを経ており，か
つ就業規則上の根拠規定に基づくものであ
り，正当である。

が本件欠勤期間中に休養を要する旨の
作成の診断書を提出していたことは認め

られるが， がそれに疑義を感じて産業医
の診断を受けるよう指示しても か月間以
上応じず，実際の診断でも就労可とされた
うえ， への医療情報提供依頼への同意に
も退職勧告書の受領まで応じておらず，不
当である。

は による労災申請への妨害があった
と主張するが，事業主が証明を拒んでも労
災申請は受理されるうえ，（特に過重労働
事案のような場合には）使用者側にも労災
要件該当性を争う機会が保障されるべきで
あり，労災保険の申請にかかる事業主の協
力義務を規定した労災保険法施行規則第

条第 項もそうした場合にまでは適用

されない。労災申請以外の解決方法等を協
議すべく社会的に相当な範囲で労働者を説
得することは不当ではない。

【くみ取るべき示唆】
①業務上の心理的負荷の一次予防として，

長時間労働やそれを慫慂する雰囲気（心理
社会的職場環境）を防止する必要がある。
②同じく三次予防として，復帰間もない

労働者に従前と同様の過重労働をさせては
ならない。
③パーソナリティに問題がある労働者で

も，過重負荷をかけて精神症状を発症させ
れば，業務起因性や使用者側の過失責任が
認められ得る。
④たとえ業務上の過重負荷で不調を発生

させた場合にも，無断欠勤、不合理な産業
医面談の拒否、主治医への連絡の拒否など、
パーソナリティに起因することがうかがわ
れる問題行動がなされた場合，使用者側と
して適正な復職支援を含めた適正手続きを
講じていれば，解雇等の不利益措置も正当
化され得る。
⑤精神障害など業務上外の判断が困難な

事例について、使用者として業務起因性に
疑義を抱く場合，申請上求められる事業主
側の証明に協力しないこと，過度にわたら
ない範囲で申請しないよう説得することは
直ちに違法とはならない。
産業医も，こうした示唆を汲みつつ事業

者や使用者を支援する必要がある。
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イブラリー化業務）は，容易な分だけ生活
リズムを整え易く，そこで実績をあげた上
で新たな業務の割当を求めるべきなのに，
彼はそうしなかった。
以上から， の発症前と発症後の再発再

燃の双方に業務上の過重性が起因し，当該
過重性の背景には， の上司が の長時間
労働の実態及び健康状態の悪化を認識しな
がら負担軽減策をとらなかった過失があっ
た。
他方， による の解雇については，

がその年の 月には完治していたにもかか
わらず（よって労基法第 条第 項の適
用はない）， 月以後， からの求めに従
わず，約 か月半にわたり欠勤を続けたこ
とを理由とするもので，出勤か休養の必要
性を証する診断書の提出かを文書等で再三
通知するなどの適正手続きを経ており，か
つ就業規則上の根拠規定に基づくものであ
り，正当である。

が本件欠勤期間中に休養を要する旨の
作成の診断書を提出していたことは認め

られるが， がそれに疑義を感じて産業医
の診断を受けるよう指示しても か月間以
上応じず，実際の診断でも就労可とされた
うえ， への医療情報提供依頼への同意に
も退職勧告書の受領まで応じておらず，不
当である。

は による労災申請への妨害があった
と主張するが，事業主が証明を拒んでも労
災申請は受理されるうえ，（特に過重労働
事案のような場合には）使用者側にも労災
要件該当性を争う機会が保障されるべきで
あり，労災保険の申請にかかる事業主の協
力義務を規定した労災保険法施行規則第

条第 項もそうした場合にまでは適用

されない。労災申請以外の解決方法等を協
議すべく社会的に相当な範囲で労働者を説
得することは不当ではない。

【くみ取るべき示唆】
①業務上の心理的負荷の一次予防として，

長時間労働やそれを慫慂する雰囲気（心理
社会的職場環境）を防止する必要がある。
②同じく三次予防として，復帰間もない

労働者に従前と同様の過重労働をさせては
ならない。
③パーソナリティに問題がある労働者で

も，過重負荷をかけて精神症状を発症させ
れば，業務起因性や使用者側の過失責任が
認められ得る。
④たとえ業務上の過重負荷で不調を発生

させた場合にも，無断欠勤、不合理な産業
医面談の拒否、主治医への連絡の拒否など、
パーソナリティに起因することがうかがわ
れる問題行動がなされた場合，使用者側と
して適正な復職支援を含めた適正手続きを
講じていれば，解雇等の不利益措置も正当
化され得る。
⑤精神障害など業務上外の判断が困難な

事例について、使用者として業務起因性に
疑義を抱く場合，申請上求められる事業主
側の証明に協力しないこと，過度にわたら
ない範囲で申請しないよう説得することは
直ちに違法とはならない。
産業医も，こうした示唆を汲みつつ事業

者や使用者を支援する必要がある。

分担研究報告書（三柴 丈典）

イ）日本通運事件東京地判平成 年 月
日労働判例 号 頁（ 請求棄却

控訴 ）
【事実の概要】

は，物流事業を営む企業 に雇用さ
れ， 支店 事業所で営業係長職にあっ
た。直属の上司 を通じてなされた 事
業所への転勤の内示（本件内示）に強い拒
否反応を示したことを契機に，急性口蓋垂
炎による呼吸困難で救急搬送（本件救急搬
送）された。
以後，主治医からストレス反応性不安障

害の診断名を得て欠勤すると共に，それ以
前は特に関係に問題のなかった らに対
して敵対的・攻撃的態度をとるようになり，
紆余曲折の末に休職命令（本件休職命令）
を受け，更に所定休職期間の満了により退
職措置（本件退職措置）を受けるに至った。
この過程で、本件救急搬送の 週間ほど後
から が受診を開始した主治医 が，特
に休職や復職に関わる場面で不相当に 側
を利する診断を行い， の産業医 や
の上司の不信を招いた経緯がある。

は， への最初の受診日（本件受診開
始日）の翌日に別の病院でうつ病の診断を
受けていたが，その約２か月後に より
ストレス反応性不安障害により約 か月の
休養加療を要する旨の診断を受け（本件発
症）， にそれによる欠勤を届け出て，
以後も休養加療期間の満了ごとに同様の診
断を受けて欠勤していた。
本件受診開始日の翌月頃からは，「

の犯罪行為」など， らを激しく非難・
攻撃する長文の手紙を （特に 支店総
務課長 。時に社長）宛に繰り返し送付す
るようになり， の父親も同調するように

なった。
対して 側は，以下のように，概ね冷静

な対応を行ったうえで，復職へ向けて前向
きに取り組むよう励ましつつ，本件休職命
令（実質的には欠勤から休職への変更）を
発令し，その後も何度か電話連絡するなど
して意思の疎通を図った。
① らは， や父親に手紙で本件内示の

理由， の言動の実際の内容，病気欠勤
期間の期限と休職命令の予定等を伝えた。
② 支店の 次長は， と複数回面談す

る過程で の労働時間管理の不備による
割増賃金不払いを指摘されたため，休職命
令をいったん延期して当該不備の事実を確
認して に謝罪したうえ，（消滅時効にか
からない）過去 年分の割増賃金 万円
余りを支払った。
③ほぼ同時期に， から「ストレス反応

性不安障害 頭書の疾患により通院加療中
である。症状は改善し，就労は可能と思わ
れるが，可能であればストレスの少ない職
場への復帰が望ましい」との診断書を受け
取ったため， に電話して，復職条件は不
安の除去なので，その点について と話
をするよう伝えたが，激昂され電話を切ら
れた。
本件休職命令の発令後，産業医 ， ，

主治医 は，以下のようなやりとりをし
た。
①まず が に対して から診療情報

提供を受けることへの同意を求めたところ，
不合理な理由を述べて拒否された。そこで，
休職期間満了が迫った時期に， に対して
本人同意なく情報提供を求めたところ，傷
病名を恐怖性不安障害とし，不当な人事措
置が発症要因らしく，ここ 年ほどは症状
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が落ち着いてきたので復職可能と判断した
が，会社への信頼回復が復職支援の前提に
なる旨の情報が示された。
②そこで は，改めて主治医に直接問い

合わせを行ったうえで，本人の会社への信
頼感の回復を待たずに復職しても，症状が
増悪する可能性が高い旨の意見書を に提
出した。 は，以上の経緯を踏まえて本件
退職措置を講じた。

【判旨～Ｘ請求棄却～】
）本件休職命令について
発令に至る 次長らの冷静かつ良識的

な対応の経緯から，不当な目的は認められ
ない。たしかに休職を要する旨の診断書等
はなかったが，欠勤からの復職を示唆する
の診断書では，ストレスの少ない職場へ

の復帰も示唆しているため，純粋な復職可
能診断とはいえず，その妥当性や実効性に
も疑問があること等から合法である。

）本件退職措置について
次の理由から合法である。
① 側は との信頼回復の努力をしてい

たこと、
②それにもかかわらず らへの非難・

攻撃を続ける の不安の除去は困難と解さ
れること、
③ はそうした事情を充分に認識せずに

診断していたと解される一方，そうした事
情を知悉していた の意見には「相当の説
得力」が認められること、
④ は本件退職措置の後も半年間以上

の処方する抗不安薬等を服用していたこと、
等。

【くみ取るべき示唆】
相当程度の事例性（ここでは関係者への

不当な敵対的、攻撃的言動等）をもたらす
不調者や，客観的な情報分析をせずに彼ら
に同調する主治医への対応に際しては，産
業医と選任者（企業等）が協力し，手続的
理性（合理的な手続きを考案し，公正に運
用することで，良識や理性を示す作業）を
尽くすことが、司法に諸措置の正当性を認
めさせることに繋がる。

ウ）第一興商（本訴）事件東京地判平成
年 月 日労働判例 号 頁（

請求一部認容・一部棄却 控訴 ）
【事実の概要】

は，業務用カラオケ機器の製造・販売
等を業とし，従業員数 名を超える大
企業 で総合職従業員として就労していた
が，紆余曲折の末，視覚障害（本件視覚障
害）を発症して休職命令（本件休職命令）
を受けた。
保障休職期間（ か月）内に治癒しな

かったとして自動退職とされたことを受け，
そもそも本件視覚障害は，上司による嫌が
らせや による不当な配転等による業務上
の事由により発症した，または休職期間満
了時点までには復職可能な状態にあったな
どとして， に対して労基法第 条第
項に基づく雇用契約上の地位確認，退職措
置後の賃金のほか，上記嫌がらせ等にかか
る安全配慮義務違反等に基づく損害賠償等
を請求した。
この事件の特徴の つは， の性格傾向

について，裁判所が「考え方，ものの見方
に偏り」があり，その「供述内容には，全
般的に疑問な点が多い」と認めている点に
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が落ち着いてきたので復職可能と判断した
が，会社への信頼回復が復職支援の前提に
なる旨の情報が示された。
②そこで は，改めて主治医に直接問い

合わせを行ったうえで，本人の会社への信
頼感の回復を待たずに復職しても，症状が
増悪する可能性が高い旨の意見書を に提
出した。 は，以上の経緯を踏まえて本件
退職措置を講じた。

【判旨～Ｘ請求棄却～】
）本件休職命令について
発令に至る 次長らの冷静かつ良識的

な対応の経緯から，不当な目的は認められ
ない。たしかに休職を要する旨の診断書等
はなかったが，欠勤からの復職を示唆する
の診断書では，ストレスの少ない職場へ

の復帰も示唆しているため，純粋な復職可
能診断とはいえず，その妥当性や実効性に
も疑問があること等から合法である。

）本件退職措置について
次の理由から合法である。
① 側は との信頼回復の努力をしてい

たこと、
②それにもかかわらず らへの非難・

攻撃を続ける の不安の除去は困難と解さ
れること、
③ はそうした事情を充分に認識せずに

診断していたと解される一方，そうした事
情を知悉していた の意見には「相当の説
得力」が認められること、
④ は本件退職措置の後も半年間以上

の処方する抗不安薬等を服用していたこと、
等。

【くみ取るべき示唆】
相当程度の事例性（ここでは関係者への

不当な敵対的、攻撃的言動等）をもたらす
不調者や，客観的な情報分析をせずに彼ら
に同調する主治医への対応に際しては，産
業医と選任者（企業等）が協力し，手続的
理性（合理的な手続きを考案し，公正に運
用することで，良識や理性を示す作業）を
尽くすことが、司法に諸措置の正当性を認
めさせることに繋がる。

ウ）第一興商（本訴）事件東京地判平成
年 月 日労働判例 号 頁（

請求一部認容・一部棄却 控訴 ）
【事実の概要】

は，業務用カラオケ機器の製造・販売
等を業とし，従業員数 名を超える大
企業 で総合職従業員として就労していた
が，紆余曲折の末，視覚障害（本件視覚障
害）を発症して休職命令（本件休職命令）
を受けた。
保障休職期間（ か月）内に治癒しな

かったとして自動退職とされたことを受け，
そもそも本件視覚障害は，上司による嫌が
らせや による不当な配転等による業務上
の事由により発症した，または休職期間満
了時点までには復職可能な状態にあったな
どとして， に対して労基法第 条第
項に基づく雇用契約上の地位確認，退職措
置後の賃金のほか，上記嫌がらせ等にかか
る安全配慮義務違反等に基づく損害賠償等
を請求した。
この事件の特徴の つは， の性格傾向

について，裁判所が「考え方，ものの見方
に偏り」があり，その「供述内容には，全
般的に疑問な点が多い」と認めている点に
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ある。
は， 代半ばで に入社して約 年

後に総務部法務室（室長 ）に配属された
が，その約 年半後に特販営業部営業第二
課（課長 ）に配転され，その約 年半後
に ステーションの運用や契約を管理
する サービス部管理課（課長 ）に配
転された。
その約 年後には視界の中心が白色にな

り見えなくなる等の本件視覚障害（後に視
神経症と診断された）を発症し，その翌年
に本件休職命令を発せられ，更に 年後に
自動退職措置を受けた。

は，法務室勤務の当初は特に問題なく
働けていたが，有能な若手職員の新規加入
以後担当業務が減少するなどして不満を抱
き始めて卑屈な態度をとるようになり，
室長の判断で営業二課に配転された経緯が
あった。しかし，この措置に遺恨を抱いて
室長と顔を合わせても意図的に避ける等

の露骨な態度をとり，営業第二課での業務
でも熱心さを欠き，営業成績も悪かった。
営業二課の 課長は，新規顧客の開拓

は困難と考え，既存顧客の担当とする，人
事考課でも長所を捉えて積極的な評価を行
う等の配慮を行ったが，自ら考案した企画
の中止を命じられたこと等を契機に 内外
に電子メールで不満を送信する，実際には
存在しないパワハラ被害を 課長から受
けていると内部統制推進室に通報する等の
行動をとるようになった。

サービス部管理課配属の約 か月後
には，精神神経科医師に抑うつ状態と診断
され，その後同じ部門の同僚や過去の上司
などを批判する電子メールを他部門の従業
員に送る等の行動もみられるようになり，

その約 年後には，元の上司らに社内失業
状態であるなどと訴える共に，本件視覚障
害を発症する等の経過を辿った。
この間の の法定時間外労働は，最も長

い時期でも 時間／月程度であった。

【判旨～Ｘ請求一部認容～】
本件視覚障害（ミトコンドリア点の変

異）が過度のストレスにより発症する可能
性は認められるが，客観的な業務上の過重
負荷がないため業務上疾病とは認められな
い。よって，その前提に基づく雇用契約上
の地位確認，損害賠償等の請求は認められ
ない。
本件休職命令も，就労中の症状の悪化，

自宅療養を指示する医師の診断があったこ
と等から合法である。
他方，休職期間満了時の退職措置は，以

下の理由から違法無効である。
①視力強化の専門家である の主治医よ

り，本人の工夫と職場による一定の配慮
（保護具の活用等）により復職可能とされ
ていたこと，
②現に視覚障害にり患した以後もパワー

ポイント等を用いて企画書を作成できてい
たこと，
③ は， に産業医の診断を受けさせた

り，復職の可否について産業医の意見を求
めた形跡すらなく，復職不可とした の判
断こそ客観性を欠くこと，
④大企業である にとって，高々月額
万円程度の給与水準の事務職が内部に

存在しないとは考えにくいこと，
⑤ の主張の真意は， の人間関係等の

情意面の問題にあると思われるが，「復職
の可否の判断は，基本的に労働者の心身の
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健康状態を初め（ママ）とした客観的事情
に基づいて決せられるべき」こと。

【くみ取るべき示唆】
たとえパーソナリティに問題がうかがわ

れる労働者への対応でも，復職判断等の重
要な労働条件に関わる判断は客観的事情に
基づいて行うべきこと，その際，産業医の
判断は，判断の客観性をうかがわせる重要
な事情となり得、産業医意見を求めずに就
業可否の判断を行うことは、措置の正当性
の否定に繋がる可能性があること。

（ ）（ ）（ ）の裁判例から得られる示
唆
①産業医が，自身の臨床上の専門分野外

の症例（事例）についても，主治医とのコ
ミュニケーションを含めて積極的かつ慎重
な調査や学習を重ねて対応したケースでは，
その判断は司法によっても尊重され，妥当
性を認められることが多い。このことは，
主治医が症例（事例）の意見に頼り過ぎる
などして産業医と診断を異にした場合等に
特に妥当する。
②的確な法知識は，バランスの取れた判

断と行動を支援する。特に難治性で事例性
をもたらす症例（事例），とりわけ主治医
と同調して不当に使用者に敵対する症例
（事例）などへの対応に際しては，特別な
察し力、質問力等のコミュニケーション技
術を持つ者でない限り、産業医自身も労働
法などの関係法令や判例に関する知識を持
ち，事業者，上司らと協力しつつ，企業等
が法的リスクについて過剰防衛に拠らず，
手続的理性を粘り強く履践し，結果的に良
識と理性を示し得るよう促す必要がある。

③逆に，産業医が，特に人事や離職，災
害疾病の業務上外判定など労働者にとって
重要な利害得失に関わる場面で不公正に使
用者側に寄ったり、不十分な事情認識によ
って判断すると，使用者側への不信感を高
め，却って大きな対立やトラブルを招くこ
とがある。また，産業医が臨床医からの信
頼を失う結果，必要な折に主治医とコミュ
ニケーションをとることが困難になること
もある。
④産業保健活動における健康情報の不適

正な取り扱いは，訴訟を招き易い。もっと
も、それ自体が事件化することは少なく、
信頼関係の破綻が背景となることが多い。
産業医は，労働者の健康情報について，取
扱いの必要性と保護の必要性の均衡を考え，
オール・オア・ナッシングではなく，その
専門性と良識に基づき，適正な（：柔軟か
つ合理性があれば時に果敢な）判断を行う
必要がある。
⑤産業医が自身の運営する診療所や企業

設置診療所で労働者の主治医を務め、一定
の治療行為も行っているような場合，同人
に治療や健康管理について過剰な期待を持
たせてしまう場合があるため， を避け
る意味でも，適宜自身の職掌についてイン
フォームド・コンセントをとる，本人同意
を得て主治医を交替する等の措置が求めら
れる。

（ ）主治医と産業医・指定医の見解が相
違したケースに関する例
本項では、産業医の職業的性格が現れや

すい主治医との見解相違が生じた場合に関
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健康状態を初め（ママ）とした客観的事情
に基づいて決せられるべき」こと。

【くみ取るべき示唆】
たとえパーソナリティに問題がうかがわ

れる労働者への対応でも，復職判断等の重
要な労働条件に関わる判断は客観的事情に
基づいて行うべきこと，その際，産業医の
判断は，判断の客観性をうかがわせる重要
な事情となり得、産業医意見を求めずに就
業可否の判断を行うことは、措置の正当性
の否定に繋がる可能性があること。

（ ）（ ）（ ）の裁判例から得られる示
唆
①産業医が，自身の臨床上の専門分野外

の症例（事例）についても，主治医とのコ
ミュニケーションを含めて積極的かつ慎重
な調査や学習を重ねて対応したケースでは，
その判断は司法によっても尊重され，妥当
性を認められることが多い。このことは，
主治医が症例（事例）の意見に頼り過ぎる
などして産業医と診断を異にした場合等に
特に妥当する。
②的確な法知識は，バランスの取れた判

断と行動を支援する。特に難治性で事例性
をもたらす症例（事例），とりわけ主治医
と同調して不当に使用者に敵対する症例
（事例）などへの対応に際しては，特別な
察し力、質問力等のコミュニケーション技
術を持つ者でない限り、産業医自身も労働
法などの関係法令や判例に関する知識を持
ち，事業者，上司らと協力しつつ，企業等
が法的リスクについて過剰防衛に拠らず，
手続的理性を粘り強く履践し，結果的に良
識と理性を示し得るよう促す必要がある。

③逆に，産業医が，特に人事や離職，災
害疾病の業務上外判定など労働者にとって
重要な利害得失に関わる場面で不公正に使
用者側に寄ったり、不十分な事情認識によ
って判断すると，使用者側への不信感を高
め，却って大きな対立やトラブルを招くこ
とがある。また，産業医が臨床医からの信
頼を失う結果，必要な折に主治医とコミュ
ニケーションをとることが困難になること
もある。
④産業保健活動における健康情報の不適

正な取り扱いは，訴訟を招き易い。もっと
も、それ自体が事件化することは少なく、
信頼関係の破綻が背景となることが多い。
産業医は，労働者の健康情報について，取
扱いの必要性と保護の必要性の均衡を考え，
オール・オア・ナッシングではなく，その
専門性と良識に基づき，適正な（：柔軟か
つ合理性があれば時に果敢な）判断を行う
必要がある。
⑤産業医が自身の運営する診療所や企業

設置診療所で労働者の主治医を務め、一定
の治療行為も行っているような場合，同人
に治療や健康管理について過剰な期待を持
たせてしまう場合があるため， を避け
る意味でも，適宜自身の職掌についてイン
フォームド・コンセントをとる，本人同意
を得て主治医を交替する等の措置が求めら
れる。

（ ）主治医と産業医・指定医の見解が相
違したケースに関する例
本項では、産業医の職業的性格が現れや

すい主治医との見解相違が生じた場合に関
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する裁判例を取り上げる 。

先取りしてその示唆を述べれば、裁判所
は、医師の属性を問わず、情報確認の丁寧
さ、本人の様子を継続的にみているかを含
め、合理的な見解を採用する傾向にあるが、
産業医は、本人の職場での状況や業務歴、
職場環境等を確認し易い立場にあるため、
主治医の意見も踏まえて疾病性と事例性を
丁寧に確認し、総合勘案した見解は尊重す
る傾向にある。
なお、近年、産業医を関与させなかった

ことを使用者の不利に解する例（キヤノン
ソフト情報システム事件大阪地判平成
年 月 日労働判例 号 頁（地位
保全等請求、確定）、第一興商（本訴）事
件東京地判平成 年 月 日労働判例

号 頁（地位確認等請求事件、控訴
後帰趨不明））や、逆に、積極的かつ適正
な関与を肯定的に評価したと解される例
（伊藤忠事件東京地判平成 年 月 日
労働経済判例速報 号 頁（地位確認
等請求事件、帰趨不明）、横河電機（ ・
うつ病罹患）事件大阪高判平成 年 月

日労働判例 号 頁（損害賠償請
求事件（控訴段階で地位確認請求追加）、
上告後帰趨不明）等）は増加傾向にあるよ
うに見受けられる。

この項目の記述は、三柴丈典「講座：
産業保健と法（ ）：休復職と法～一律的
な判断基準に代わるもの～（ ）」産業医
学ジャーナル 巻 号（ 年）
頁による。

ア）産業医の判断の合理性を認めた例
α 産業医の見解を積極的に採用したわ

けではないが、適応障害による傷病休職の
期間満了間際に突然発行された主治医の通
常勤務可の診断書につき、「被告会社から
原告に対し、休職期間満了の通知が届き、
『焦って目が覚めた・・・、会社に戻りた
い、頑張ろうと思う』との話があったため、
希望どおりに書いたというものである。こ
れは、医学的に軽快した・・・のではなく、
原告の強い意向によることが理由と考えざ
るを得ない」とした例（コンチネンタル・
オートモーティブ事件横浜地判平成 年
月 日労働経済判例速報 号 頁

（賃金仮払仮処分申立事件、帰趨不明））
や、
β 市立病院（被告病院）の看護師が、

患者からの苦情を踏まえた配転等をきっか
けに発症した抑うつ反応（病名は不明）に
より、市の分限条例に従い、 回にわたり
分限休職処分を受けたことを不服として、
処分の取消と損害賠償を求めた事案で、
主治医の診断書は、その職場で求められ

る業務遂行能力の回復を保証しているとは
限らないことから、（市のマニュアルに従
い）産業医面談を復職要件とすることは、
被告が負う安全配慮義務の履行の一環とし
て、復職適性等について専門家の判断を求
めるものと解され、不合理とはいえないし、
被告の管理者の指定医だからといって不公
正な判断をするとは限らない以上、原告が
被告病院から復職条件と伝えられた産業医
面談を全て拒否したのは不当だったので、
本件休職処分は合法とした例（ 市立病院
事件千葉地判平成 年 月 日労働経済
判例速報 号 頁（分限休職処分取
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消等請求事件、帰趨不明））、がある。

イ）主治医の判断の合理性を認めた例
好例として、前掲の神奈川 経営労務

センター第 事件東京高判が挙げられる。
同判決は、睡眠、食欲、気分、希死念慮、
就労意欲等の健康状態からは、主治医の復
職可能の判断は信用でき、本人の従前の業
務の性格から、復職可能だったと解される
一方、一審被告の産業医が復職不可とした
理由は、休職前の状況から職場の他の職員
に影響が及ぶリスクにあると解され、現に、
同医師は、本人が冷静に内省できない、組
織的な協調性を欠く等指摘し、人格障害等
との判断もしたが、本人がトラブルの原因
との主観に基づいており、合理的な根拠を
欠く旨を述べた（神奈川ＳＲ経営労務セン
ター第 事件東京高判平成 年 月
日 （ 審：横浜地裁平
成 年 月 日労働判例 号 頁）
（地位確認等請求事件、帰趨不明））。

第 条の

条文
第十三条の二 事業者は、前条第一項の
事業場以外の事業場については、労働
者の健康管理等を行うのに必要な医学
に関する知識を有する医師その他厚生
労働省令で定める者に労働者の健康管
理等の全部又は一部を行わせるように
努めなければならない。

２ 前条第四項の規定は、前項に規定す
る者に労働者の健康管理等の全部又は
一部を行わせる事業者について準用す
る。この場合において、同条第四項中

「提供しなければ」とあるのは、「提
供するように努めなければ」と読み替
えるものとする。

趣旨と内容
産業医選任義務のない小規模事業場にお

ける健康管理等の確保のために平成 年の
法改正（法律第 号）で新設された。
通達によれば、本条第 項の「労働者の

健康管理等を行うのに必要な医学に関する
知識を有する医師」には、 法第 条第
項所定の産業医（現段階では、基本的に

は、日本医師会や産業医科大学の産業医学
基礎研修修了者）のほか、 産業医学振
興財団が都道府県医師会に委託して実施し
ている産業医基本研修の修了者、産業医と
して選任された経験を持つ者等が含まれる
とされているが（平成 年 月 日基発
第 号）、現在では、財団による産業医
基本研修は実施されなくなっているという
（日本医師会の認定産業医資格を維持する
ための「更新研修」に限り、財団から都道
府県医師会へ委託されている）。
本条には、保健師の活用に法規の裏付け

を図った面もある。本条の具体化を図った
安衛則第 条の 第 項は、「法第十三
条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、
労働者の健康管理等を行うのに必要な知識
を有する保健師とする」としている。
もとより、安衛法施行通達は、法第

条第 項第 号は、「専属の産業医の選任
について規定したものであるが、専属の産
業医の選任を要しない事業場においても比
較的多数の労働者の勤務するところについ
ては、労働者の健康管理に資するため、衛
生管理者の免許を有する保健婦の活用等を
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消等請求事件、帰趨不明））、がある。

イ）主治医の判断の合理性を認めた例
好例として、前掲の神奈川 経営労務

センター第 事件東京高判が挙げられる。
同判決は、睡眠、食欲、気分、希死念慮、
就労意欲等の健康状態からは、主治医の復
職可能の判断は信用でき、本人の従前の業
務の性格から、復職可能だったと解される
一方、一審被告の産業医が復職不可とした
理由は、休職前の状況から職場の他の職員
に影響が及ぶリスクにあると解され、現に、
同医師は、本人が冷静に内省できない、組
織的な協調性を欠く等指摘し、人格障害等
との判断もしたが、本人がトラブルの原因
との主観に基づいており、合理的な根拠を
欠く旨を述べた（神奈川ＳＲ経営労務セン
ター第 事件東京高判平成 年 月
日 （ 審：横浜地裁平
成 年 月 日労働判例 号 頁）
（地位確認等請求事件、帰趨不明））。

第 条の

条文
第十三条の二 事業者は、前条第一項の
事業場以外の事業場については、労働
者の健康管理等を行うのに必要な医学
に関する知識を有する医師その他厚生
労働省令で定める者に労働者の健康管
理等の全部又は一部を行わせるように
努めなければならない。

２ 前条第四項の規定は、前項に規定す
る者に労働者の健康管理等の全部又は
一部を行わせる事業者について準用す
る。この場合において、同条第四項中

「提供しなければ」とあるのは、「提
供するように努めなければ」と読み替
えるものとする。

趣旨と内容
産業医選任義務のない小規模事業場にお

ける健康管理等の確保のために平成 年の
法改正（法律第 号）で新設された。
通達によれば、本条第 項の「労働者の

健康管理等を行うのに必要な医学に関する
知識を有する医師」には、 法第 条第
項所定の産業医（現段階では、基本的に

は、日本医師会や産業医科大学の産業医学
基礎研修修了者）のほか、 産業医学振
興財団が都道府県医師会に委託して実施し
ている産業医基本研修の修了者、産業医と
して選任された経験を持つ者等が含まれる
とされているが（平成 年 月 日基発
第 号）、現在では、財団による産業医
基本研修は実施されなくなっているという
（日本医師会の認定産業医資格を維持する
ための「更新研修」に限り、財団から都道
府県医師会へ委託されている）。
本条には、保健師の活用に法規の裏付け

を図った面もある。本条の具体化を図った
安衛則第 条の 第 項は、「法第十三
条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、
労働者の健康管理等を行うのに必要な知識
を有する保健師とする」としている。
もとより、安衛法施行通達は、法第

条第 項第 号は、「専属の産業医の選任
について規定したものであるが、専属の産
業医の選任を要しない事業場においても比
較的多数の労働者の勤務するところについ
ては、労働者の健康管理に資するため、衛
生管理者の免許を有する保健婦の活用等を
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行なうよう指導すること」としていた。
とはいえ、本条の主な実質的目的は、後

述する第 条の と共に、予算措置の法
的根拠の提供にある。同条は、国を名宛人
として、本条が対象とする常時使用労働者
数 人未満の事業場の労働者の健康確保
等に関する相談、情報提供等の援助を行う
努力義務を課している。
これに基づき、独立行政法人労働者健康

安全機構が運営する産業保健総合支援セン
ター（全国 都道府県に か所ずつ。以
下、「産保センター」とも言う）や、その
下部組織であり、中小零細事業を支援対象
として、地区ごと（全国 か所）に地域
産業保健センター（以下、「地産保」とも
言う）が設置されている。
前者は、産業医、産業保健職、看護職等

の産業保健関係者への研修、産業保健に関
する相談対応業務、事業者らの産業保健に
関する各種計画づくりの（訪問による）支
援等、後者は、中小零細事業に対して、健
診結果についての医師からの意見聴取（安
衛法第 条の 等）、長時間労働者対象
の面接指導（法第 条の 、 等）、高ス
トレス者への面接指導（法第 条の 第
項等）、保健師（の訪問）による保健指

導（法第 条の 等）など、より直接的
なサービスを無償で行っており、産業保健
関係者と中小零細事業の連結に重要な役割
を果たしている 。令和 年度（ 年
度）予算では、前者を減額して後者を増額
する予定である。

森山誠也監督官の示唆による。

関係規定
法第 条の （本条の目的の達成のた

めの国による援助）。

運用
適用の実際

本条に基づく国の産業保健活動支援の状
況については、長らく、【図 （産業保
健活動総合支援事業の実施状況）】のよう
な大まかなデータしか公表されて来なかっ
たが、最近、労働者健康安全機構『令和
年度産業保健活動総合支援事業アウトカム
調査報告書』（令和 年）が、詳細なデー
タを示した 。
本調査は、産保センターと地産保が行う

支援事業につき、調査期間中の全国のセン
ター利用者（産保センター： 人、地
産保： 人、合計 人（うち回収
数 人、回収割合約 ））への調査
票の郵送、利用者以外については、企業情
報データから無作為抽出した労働者数
人以上の企業の担当者（ 人（うち回
収数 人、回収割合約 ））への調
査票の郵送により行われた。
回答者では、人事労務担当者が 割近く

を占め、その他の管理職と一般労働者が
程度、嘱託産業医やそれ以外の医師、

産業看護職（保健師、看護師）、衛生管理
者、衛生推進者も ずつ存在した。

その他、森鍵祐子、菅原保、中野あゆ
み、神村裕子、齋藤忠明「産業保健活動総
合支援事業における地域産業保健センター
の活動状況」産業衛生学雑誌 巻 号
（ 年） 頁等も参考になる。
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センター利用のきっかけは、以前から利
用しているが最多（約 割）、労働行政か
らの紹介（ 程度）、ホームページ経由
（約 割）、職場からの指示（約 ）
も多かった。
利用したサービスは、産保センターでは

約 割が産業保健研修、 サイト等で
の情報提供が約 、相談員 による相
談対応が約 、メンタルヘルス対策促
進員 による支援が約 、両立支援促進
員 による支援が約 など、地産保では
約 が健診結果に基づく医師への意見
聴取、健康相談が約 などとなってい
た。事業場規模別では、 人以上が産業
保健研修（約 （ 人未満では約

））、 サイト等での情報提供

原則として、事業場への訪問は行わず、
決まった時間に産保センターに赴き、電話、

、電子メール等を用いて、事業場から
の相談に応じる専門家。促進員より指導的
立場の専門家が着任することが多い。詳細
は、労働者健康安全機構「産業保健業務基
準」を参照されたい。
実際に事業場を訪問して（訪問上限回

数あり）、その事業場の実情を踏まえ、こ
ころの健康づくり計画の策定を支援したり、
研修を行うなどする専門家。保健師・看護
師、産業カウンセラー、社会保険労務士な
どが多い。
所定の研修を修了し、実際に事業場に

訪問し、両立支援の職場環境整備のための
アドバイスや社内研修などを行う専門家。
比較的社会保険労務士が多いが、保健師・
看護師、労災病院のソーシャルワーカー等
も多く委嘱されている。

（約 （ 人未満では約 ））の利
用率が高く、 人未満が圧倒的に健診結
果に基づく医師への意見聴取（約
（ 人以上では約 ））、健康相談
（約 （ 人以上では約 ））であ
り、産保センター＝産業保健研修＝大中規
模事業、地産保＝健診後医師意見聴取＝小
規模事業という関係性が明確に現れている。
産業保健活動への有益性については、全

ての利用項目について、約 割の有益評価
（「大変役に立った」と「役に立った」の
合計）を得ていた。特に、産保センターで
のメンタルヘルス対策促進員による個別的
な支援と地産保での健診後医師意見聴取の
有益評価が高かった（「大変役に立った」
が 割以上）。

関係判例
・見当たらなかった。

第 条の

条文
第十三条の三 事業者は、産業医又は前
条第一項に規定する者による労働者の
健康管理等の適切な実施を図るため、
産業医又は同項に規定する者が労働者
からの健康相談に応じ、適切に対応す
るために必要な体制の整備その他の必
要な措置を講ずるように努めなければ
ならない。

趣旨と内容
（ ）で示した通り、基本的には

「顔の見える産業医制度」を目指した規定
と思われ、労働者が、産業医の役割を認識
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センター利用のきっかけは、以前から利
用しているが最多（約 割）、労働行政か
らの紹介（ 程度）、ホームページ経由
（約 割）、職場からの指示（約 ）
も多かった。
利用したサービスは、産保センターでは

約 割が産業保健研修、 サイト等で
の情報提供が約 、相談員 による相
談対応が約 、メンタルヘルス対策促
進員 による支援が約 、両立支援促進
員 による支援が約 など、地産保では
約 が健診結果に基づく医師への意見
聴取、健康相談が約 などとなってい
た。事業場規模別では、 人以上が産業
保健研修（約 （ 人未満では約

））、 サイト等での情報提供

原則として、事業場への訪問は行わず、
決まった時間に産保センターに赴き、電話、

、電子メール等を用いて、事業場から
の相談に応じる専門家。促進員より指導的
立場の専門家が着任することが多い。詳細
は、労働者健康安全機構「産業保健業務基
準」を参照されたい。
実際に事業場を訪問して（訪問上限回

数あり）、その事業場の実情を踏まえ、こ
ころの健康づくり計画の策定を支援したり、
研修を行うなどする専門家。保健師・看護
師、産業カウンセラー、社会保険労務士な
どが多い。
所定の研修を修了し、実際に事業場に

訪問し、両立支援の職場環境整備のための
アドバイスや社内研修などを行う専門家。
比較的社会保険労務士が多いが、保健師・
看護師、労災病院のソーシャルワーカー等
も多く委嘱されている。

（約 （ 人未満では約 ））の利
用率が高く、 人未満が圧倒的に健診結
果に基づく医師への意見聴取（約
（ 人以上では約 ））、健康相談
（約 （ 人以上では約 ））であ
り、産保センター＝産業保健研修＝大中規
模事業、地産保＝健診後医師意見聴取＝小
規模事業という関係性が明確に現れている。
産業保健活動への有益性については、全

ての利用項目について、約 割の有益評価
（「大変役に立った」と「役に立った」の
合計）を得ていた。特に、産保センターで
のメンタルヘルス対策促進員による個別的
な支援と地産保での健診後医師意見聴取の
有益評価が高かった（「大変役に立った」
が 割以上）。

関係判例
・見当たらなかった。

第 条の

条文
第十三条の三 事業者は、産業医又は前
条第一項に規定する者による労働者の
健康管理等の適切な実施を図るため、
産業医又は同項に規定する者が労働者
からの健康相談に応じ、適切に対応す
るために必要な体制の整備その他の必
要な措置を講ずるように努めなければ
ならない。

趣旨と内容
（ ）で示した通り、基本的には

「顔の見える産業医制度」を目指した規定
と思われ、労働者が、産業医の役割を認識
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したうえで、安心して健康上の相談等がで
きるよう、事業者に前提条件の整備を求め
た規定だが、保健師に役割を代替させるこ
とも企図している。産業医選任義務のない
小規模事業場については、現行安衛法第

条第 項（当該小規模事業場で所要の
知識を持つ医師等（法第 条の 第
項）に健康管理等を行わせる場合の同条第
項（産業医の業務等の労働者への周知）

の努力義務としての準用規定）も本条の求
める措置の一環であり、前条の解説で述べ
たように、ここで法第 条の 第 項の
医師等を具体化した安衛則第 条の 第
項は、保健師が該当する旨を明記したこ

とによる。
本条が予定する主な措置内容は、
①産業医による健康相談の申出の方法

（健康相談の日時・場所等）、
②産業医業務の具体的内容、事業場にお

ける労働者の健康情報等の取扱方法（＊産
業医が適正に労働者の情報を取り扱うこ
と）
を、労働者に周知させることであり、
周知方法としては、各作業場の見やすい

場所への掲示、書面での通知、イントラネ
ット等が想定されている（平成 年 月
日基発第 第 号）。

関係規定
・特になし。

運用
適用の実際

先述した通り、回答者に常時使用労働者

数 人未満の企業での兼業産業医が多い
日本医師会の調査結果 からは、
①職場巡視は毎月と年間 ～ 回、衛生

委員会への出席は毎月、 ヶ月に 回と年
間 ～ 回が多いこと、
②よく行われている活動は、一般健診や

特殊健診の結果確認、長時間労働者対象面
接、保健指導や労働者の相談への対応等だ
が、活動時間は ヶ月あたり 時間未満が
殆どであること、
③作業環境や作業内容の把握と指導、健

康障害の原因調査等もある程度行われてい
るが、 ヶ月あたり 時間未満が殆どであ
ること、
等が窺われた。
また、【図 （長時間労働者面接指導

とストレスチェック後面接指導の実施状
況）】からは、長時間労働者面接指導です
ら、小中規模事業場ではあまり実施されて
いない。
未だ「顔の見える産業医」にはほど遠い

現状にある。

関係判例
・見当たらなかった。

厚生労働省の サイト（

，最終閲覧日： 年 月 日）。
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第 条

条文
（作業主任者）

第十四条 事業者は、高圧室内作業その
他の労働災害を防止するための管理を
必要とする作業で、政令で定めるもの
については、都道府県労働局長の免許
を受けた者又は都道府県労働局長の登
録を受けた者が行う技能講習を修了し
た者のうちから、厚生労働省令で定め
るところにより、当該作業の区分に応
じて、作業主任者を選任し、その者に
当該作業に従事する労働者の指揮その
他の厚生労働省令で定める事項を行わ
せなければならない。

趣旨と内容
趣旨

一定の危険／有害な作業（①作業の方法
や条件、②設備、機械、原材料等）につき、
所要の資格（当該作業や設備等）を持つ者
を作業主任者として事業者に選任させ、現
場で直接労働者の作業を指揮し、設備等を
管理させることにより、労災防止を図ろう
とした規定である 。
旧安衛則でも、第 条に使用者による

危険な物質や作業にかかる取扱主任者や作
業主任者の選任等が定められ、特則で、資
格やさせるべき業務の詳細が定められてい

職長教育の対象となる職長と多分に重
複するため、職長教育に関する法第 条
柱書で、その対象から作業主任者が除外さ
れている。

た（（例）乾燥室の作業主任者 ア 資格
の詳細 受け持ちの乾燥室について、構造
や附属設備、乾燥物の安全な加熱方法、乾
燥物の加熱程度及び時間に応じたリスクを
知り、室内温度の調整に熟達し、発火後の
延焼防止や消火措置を講じられる者（第

条）。イ させるべき業務の詳細 乾
燥室内外及び附属設備を適時に点検して不
備な箇所を発見して修繕する、室内の温度
及び時間経過に応じて必要な措置を講じる、
熱源の種類に応じた常時看視を行う、乾燥
物が脱落しないよう支える、危険な加熱操
作を行わない、引火物の加熱の際、爆発性
混合ガスを排除する、室内の粉じんのたい
積を防ぐ、壁外温度に留意すると共に可燃
物の接近を防ぐ等の業務を行うべきこと
（第 条）。その他、旧ボイラー則等に
も作業主任者に関する特則があった）。
現行安衛法の制定に際して、法律上の制

度に格上げすると共に、法定安全衛生管理
体制の一環に組み込んだ 。

内容
作業主任者が選任されるべき業務を定め

た施行令第 条の号数、作業主任者の選任
規定を置く規則と条文、作業主任者の名称
と必要な資格の種類（免許か技能講習か
（安衛則第 条第 項、別表第 。資格
要件の詳細は、安衛則や各特別規則で定め
られている ））、選任すべき作業、職務

労働調査会出版局前掲編著（ 年
（平成 年） 頁）。
安衛則第 条は、作業主任者の選任に

ついて、区分、資格者、名称を一括的に掲
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第 条

条文
（作業主任者）

第十四条 事業者は、高圧室内作業その
他の労働災害を防止するための管理を
必要とする作業で、政令で定めるもの
については、都道府県労働局長の免許
を受けた者又は都道府県労働局長の登
録を受けた者が行う技能講習を修了し
た者のうちから、厚生労働省令で定め
るところにより、当該作業の区分に応
じて、作業主任者を選任し、その者に
当該作業に従事する労働者の指揮その
他の厚生労働省令で定める事項を行わ
せなければならない。

趣旨と内容
趣旨

一定の危険／有害な作業（①作業の方法
や条件、②設備、機械、原材料等）につき、
所要の資格（当該作業や設備等）を持つ者
を作業主任者として事業者に選任させ、現
場で直接労働者の作業を指揮し、設備等を
管理させることにより、労災防止を図ろう
とした規定である 。
旧安衛則でも、第 条に使用者による

危険な物質や作業にかかる取扱主任者や作
業主任者の選任等が定められ、特則で、資
格やさせるべき業務の詳細が定められてい

職長教育の対象となる職長と多分に重
複するため、職長教育に関する法第 条
柱書で、その対象から作業主任者が除外さ
れている。

た（（例）乾燥室の作業主任者 ア 資格
の詳細 受け持ちの乾燥室について、構造
や附属設備、乾燥物の安全な加熱方法、乾
燥物の加熱程度及び時間に応じたリスクを
知り、室内温度の調整に熟達し、発火後の
延焼防止や消火措置を講じられる者（第

条）。イ させるべき業務の詳細 乾
燥室内外及び附属設備を適時に点検して不
備な箇所を発見して修繕する、室内の温度
及び時間経過に応じて必要な措置を講じる、
熱源の種類に応じた常時看視を行う、乾燥
物が脱落しないよう支える、危険な加熱操
作を行わない、引火物の加熱の際、爆発性
混合ガスを排除する、室内の粉じんのたい
積を防ぐ、壁外温度に留意すると共に可燃
物の接近を防ぐ等の業務を行うべきこと
（第 条）。その他、旧ボイラー則等に
も作業主任者に関する特則があった）。
現行安衛法の制定に際して、法律上の制

度に格上げすると共に、法定安全衛生管理
体制の一環に組み込んだ 。

内容
作業主任者が選任されるべき業務を定め

た施行令第 条の号数、作業主任者の選任
規定を置く規則と条文、作業主任者の名称
と必要な資格の種類（免許か技能講習か
（安衛則第 条第 項、別表第 。資格
要件の詳細は、安衛則や各特別規則で定め
られている ））、選任すべき作業、職務

労働調査会出版局前掲編著（ 年
（平成 年） 頁）。
安衛則第 条は、作業主任者の選任に

ついて、区分、資格者、名称を一括的に掲
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根拠（作業主任者に所定の業務を行わせる
よう事業者に義務付けた規定）については、
【図 （作業主任者選任業務一覧表）】
に整理されている。
上述の通り、選任されるべき業務を大別

すると、①作業等の危険有害性が窺われ、
作業指揮を要するもの、②設備等の危険有
害性が窺われ、設備等管理を要するもの、
の 種類になる。
また、第 条～第 条に関する逐条解

説のうち、
・参考 の ， ， ， （免許試験でな

ければ取得できない作業主任者資格）
・参考 の ～ 、 （技能講習で取得

できる作業主任者資格）、
・参考 の表 （免許試験の実施状況

（受験者数、合格者数、合格率））、表
（登録省令第 条に定める登録区分（技
能講習の種類（ 種）、登録教習機関数、
受講者数））、
・参考 （免許に関連する用語等）の

（高圧室内作業主任者）、 （ガス溶接作

げたものであり、個々の作業主任者の資格
要件、職務内容等の詳細は、安衛則や個々
の特別規則で定められている（昭和 年
月 日基発第 号）。
たとえば、安衛則第 条第 項の定め

により、施行令第 条第 号所定の第一
種圧力容器取扱作業のうちの一部（高圧ガ
ス保安法、ガス事業法、電気事業法の適用
を受けるもの）については、ボイラー則の
定めにより、特定第一種圧力容器取扱作業
主任者免許の保有者で足りることが定めら
れている。

業主任者）、 （林業下線作業主任者）、
（エックス線作業主任者、ガンマ線透過写
真撮影作業主任者）、
のほか、
・第 条（免許が必要な資格と取得方

法、欠格事由等）に関する解説のうち、＜
第 条（作業主任者）の免許＞、
・第 条（都道府県労働局長による免

許の取消し（必要的取消し、任意的（裁量
的）取消し、効力の一時停止）、再免
許）・第 条の （免許に関する必要事
項の省令への委任）に関する解説のうち、
＜免許資格の必要な業務＞、
・第 条（免許試験の実施方法）に関

する解説のうち、＜免許試験の種類＞、
・第 条（技能講習）に関する解説の

うち、趣旨と内容、
等に作業主任者に関する記載があるので、

参照されたい。
第 条（技能講習）の「内容」で述べ

る通り、作業主任者については、法第
条の委任を受けて施行令第 条が選任すべ
き 業務を列挙し、このうち、①高圧室
内作業（高圧室内作業主任者免許）、②ア
セチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を
用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の
作業（ガス溶接作業主任者免許）、③機械
集材装置若しくは運材索道の組立て、解体
等の作業（林業架線作業主任者免許）、④
電熱面積が大きいボイラーの取扱作業等
（特級・ 級・ 級ボイラー技士免許）、
⑤放射線業務に係る作業（エックス線作業
主任者免許）、⑥ガンマ線照射装置を用い
て行う透過写真撮影作業（ガンマ線透過写
真撮影作業主任者免許）、の 業務には免
許が求められ、その他は技能講習で足りる
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（：作業主任者資格を得られる）とされて
いる。逆に言えば、作業主任者になるには、
免許の取得か技能講習の修了のいずれかが
求められる。
技能講習では、内容の類似する免許や技

能講習を既に修得している場合に講習の一
部が免除されることがあり、所要日数は
～ 日程度とさまざまである。誰でも受講
できるものと、一定の資格を要するものと
があり、また、地域の人口や業務需要の多
寡により講習の実施頻度は異なる 。
やはり技能講習について言えば、以前は

安衛則別表第 で規定するものと個別の規
則等で直接規定するものに分かれていたが、
公益法人に係る改革を推進するための厚生
労働省関係法律の整備に関する法律（平成

年法律第 号）により、名称は、労
働安全衛生法別表第 、講師の資格は同
別表第 で定められることとなった。講
習科目と受講資格については、なお従前の
規則条項が定めているが、別表第 に講
習科目のほぼ全部が掲出されている 。
作業主任者の選任は、所要の場所に資格

者を「配置」するのみでは足りず、事業者
は、明確に「作業主任者として選任」し、
その氏名と行わせる事項を関係労働者に周
知せねばならない（安衛則第 条。氏名
の掲示による方法について、通達は、腕章、

（
，技能講習による資格一覧：最終閲覧日

年 月 日）。
（

，技能講習による資格一覧：最終閲覧日
年 月 日）。

特別の帽子の着用等を例示している（昭和
年 月 日基発第 号））。選任は

作業場所ごとに行われねばならず、交替制
の作業の場合、労働者を直接指揮する必要
から、原則として各直ごとに選任せねばな
らないが、ボイラー取扱、第一種圧力容器、
乾燥設備の各作業主任者に限り、各直ごと
でなくてもよいとされている （「労働安
全衛生法関係の疑義解釈について」昭和
年 月 日基発第 号）。
繰り返しになるが、事業者が作業主任者

に行わせるべき業務の詳細は、安衛則や個
別の特別則に定められている。
本来 人の作業主任者を選任すれば足り

るところに複数選任した場合（施行令第
条所掲の各作業を同一の場所で行う際に複
数の作業主任者を選任した場合）、各作業
主任者の職務の分担を定める必要が生じる
（安衛則第 条）。
なお、他の安全衛生管理体制とも共通す

るが、本条（法第 条）が定める「選
任」（及び所定の事項を行わせること）が
雇用である必要はない。
それとの関連で、たとえば、 社が作業

主任者資格を持つ一人親方 に請負ないし
委託契約により仕事を発注し、自身の雇用
する を の指揮監督下で施行令第 条
所定の危険有害作業に就かせる場合を考え

しかし、例えばボイラー取扱作業主任
者については、その職務に「圧力、水位及
び燃焼状態を監視すること。」（ボイラー及
び圧力容器安全規則第 条第 項第
号）が含まれることと矛盾するのではない
かとの指摘もある（森山誠也監督官）。
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特別の帽子の着用等を例示している（昭和
年 月 日基発第 号））。選任は

作業場所ごとに行われねばならず、交替制
の作業の場合、労働者を直接指揮する必要
から、原則として各直ごとに選任せねばな
らないが、ボイラー取扱、第一種圧力容器、
乾燥設備の各作業主任者に限り、各直ごと
でなくてもよいとされている （「労働安
全衛生法関係の疑義解釈について」昭和
年 月 日基発第 号）。
繰り返しになるが、事業者が作業主任者

に行わせるべき業務の詳細は、安衛則や個
別の特別則に定められている。
本来 人の作業主任者を選任すれば足り

るところに複数選任した場合（施行令第
条所掲の各作業を同一の場所で行う際に複
数の作業主任者を選任した場合）、各作業
主任者の職務の分担を定める必要が生じる
（安衛則第 条）。
なお、他の安全衛生管理体制とも共通す

るが、本条（法第 条）が定める「選
任」（及び所定の事項を行わせること）が
雇用である必要はない。
それとの関連で、たとえば、 社が作業

主任者資格を持つ一人親方 に請負ないし
委託契約により仕事を発注し、自身の雇用
する を の指揮監督下で施行令第 条
所定の危険有害作業に就かせる場合を考え

しかし、例えばボイラー取扱作業主任
者については、その職務に「圧力、水位及
び燃焼状態を監視すること。」（ボイラー及
び圧力容器安全規則第 条第 項第
号）が含まれることと矛盾するのではない
かとの指摘もある（森山誠也監督官）。

分担研究報告書（三柴 丈典）

てみる。このような場合、 を に対して
労働者派遣したと言えるか、また、 の作
業について作業主任者選任要件が満たされ
るか、という問題が生じる。このうち前者
については、 社が を「他人（＊この場
合 ）のために労働に従事させ」たと言え
ないため、労働者派遣に当たらないことは
もとより（労働者派遣事業関係業務取扱要
領（令和 年 月 日）第 の （ ）ハ
（イ））、 社における作業主任者選任要
件（本条）も満たされる可能性がある 。

関係規定
・特になし。

運用
適用の実際

法第 条は、比較的違反指摘が多い条
規である。違反による送検件数を記した令
和 年公表「労働基準関係法令違反に関す
る公表事案」（

，最終閲覧日
年 月 日）によれば、令和元年 月 日
から 年間で、違反による送検件数は 件
だった。他方、是正勧告を典型とする違反
指摘を記した令和 年労働基準監督年報
（厚生労働省労働基準局、令和 年）の定
期監督等実施状況・法違反状況（令和
年）では、違反の指摘件数は合計 件
に達していた。
他の主要条文違反に関するものも含めた

平成 年以後の経年データについては、
後掲する【労働基準監督年報の経年データ

森山誠也監督官による。

①（送検件数）】と【労働基準監督年報の
経年データ②（違反指摘件数）】を参照さ
れたい。
本条は、作業主任者の未選任のほか、安

衛則第 条が定めるその氏名や職務の未
周知について適用することが多いという
（令和 年度本研究プロジェクトによる行
政官・元行政官向け法令運用実態調査（三
柴丈典担当））。
違反指摘の具体例には次のようなものが

ある。
（ ）クレーン横転による一般人の死亡事
例
ゼネコン 社が請け負ったビルの新築工

事の現場で、一次下請の鉄骨業者 社が派
遣した現場責任者 が、二次下請の鉄骨建
方工事業者 の従業員と、移動式クレーン
のリース業者 のオペレータ らを指揮
し、 の移動式クレーンを用いて、 が製
造した鉄骨部材をつり上げ、 の従業員に
組立させていた。午前中は、アウトリガ
（張り出して地面に足を設置させ、クレー
ンを安定させる装置）をしっかり張り出し
て作業していたが、お昼の休憩時間中に
が交通障害防止のために中間張り出し状態
としたところ、午後の作業開始時に元に戻
すのを忘れ、作業再開後、ジブ（腕）を旋
回させたところで横転し、ジブの先端が歩
行中の婦人の頭部に直撃し、死亡させた。
クレーンには、アウトリガの張り出し状態
に応じた作業半径を超えた場合の自動警報
装置が設置されていたが、 がそのセット
段階を変更していなかったので機能しなか
った。また、高さ ｍ以上の鉄骨組立作業
がなされながら、それ用の作業主任者（施
行令第 条第 号の 、安衛則第 条
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の ）が選任されていなかった。
この経過を踏まえ、オペレーター らの

指揮をしていながらアウトリガの張り出し
状態を確認しなかった と共に、鉄骨組立
作業を請け負っていた が、前者について
は、おそらく法第 条違反（アウトリガ
ーの張り出しに関する直接的な規制は、当
時のクレーン等安全則第 章第 節のうち
適当な条規（当時は現行第 条の はま
だ存在しなかった））、後者については、
作業主任者の選任義務違反で送致された。
なお、安衛法は抽象的危険犯の処罰が可

能であり、事前送検可能な法律だが、実際
問題として、一般人の被災事例をきっかけ
に、第 条違反による送致がなされたと
すれば、同条は労働者のみを保護対象とす
る規定ではないことが監督行政上確認され
たとも解される。

（文字情報、図共に労働調査会編『送検事
例と労働災害平成元年版』（企業通信社、

年（平成元年）） － 頁）

（ ）鉄骨組立工の墜落による死亡事例
階建ての個人住宅建設工事を が元請

し、鉄骨組立工事を が下請けし、① が
現場に派遣した現場責任者 、②クレーン
オペレーター 、③ の社長であり、現場
を指揮していた 、④ （おそらく の被
用者）、⑤ の同僚 （おそらく の被用
者）の 名で鉄骨組立作業を行っていた。

は同僚 と共に、鉄骨のボルト締め作
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の ）が選任されていなかった。
この経過を踏まえ、オペレーター らの

指揮をしていながらアウトリガの張り出し
状態を確認しなかった と共に、鉄骨組立
作業を請け負っていた が、前者について
は、おそらく法第 条違反（アウトリガ
ーの張り出しに関する直接的な規制は、当
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に、第 条違反による送致がなされたと
すれば、同条は労働者のみを保護対象とす
る規定ではないことが監督行政上確認され
たとも解される。

（文字情報、図共に労働調査会編『送検事
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年（平成元年）） － 頁）

（ ）鉄骨組立工の墜落による死亡事例
階建ての個人住宅建設工事を が元請

し、鉄骨組立工事を が下請けし、① が
現場に派遣した現場責任者 、②クレーン
オペレーター 、③ の社長であり、現場
を指揮していた 、④ （おそらく の被
用者）、⑤ の同僚 （おそらく の被用
者）の 名で鉄骨組立作業を行っていた。

は同僚 と共に、鉄骨のボルト締め作
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業を担当し、基礎工事と から屋上に至
る床の小梁の設置と までの階段の設置
（仮締め）を終え、 から屋上に至る階
段の設置作業に入った。この際、当該階段
には、それを搬入した際に使用した玉掛ワ
イヤロープが外されず残されていた。
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を巻き上げたため、階段が持ち上がって梁
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性能墜落制止用器具等の取付設備の設置）
の違反容疑で書類送検した。なお、安全帯
については、それ自体は支給され（装着の
一般的な指示もなされ）ていたが、取付設
備が設置されていなかったため、このよう
な処理になったと察せられる。

担当監督官は、作業主任者の選任や安全
帯の取付設備の設置は、小規模事業場でも
可能（＊前者は指定講習を受講させるだけ
で要件の実質を満たせる（三柴注））なの
に怠っていたことは問責されるべきと述べ
た（労働調査会編『建設業編・安衛法違反
による送検事例集第 集』（労働調査会、

年（平成 年）） － 頁）。

（ ）無災害ながら再三の是正勧告の無視
を踏まえた事前送検の例
昭和 年 月、管轄署が、他所から管

内に移転して数年経過し、主にパンチング
メタル（図）を製造する有限会社 社（代
表 と家族 人を含め 人。動力プレス
機械 台を保有）に臨検に入ったところ、
①プレス作業主任者の未選任、
②労災保険の未加入、
③特定自主検査（定期自主検査（年次、

月次等で行われ、自動車でいう車検のよう
なもの）が必要な機械のうち特に危険性が
高い機械（建設機械（油圧ショベルなど）
や荷役運搬機械（フォークリフトなど）
等）につき、原則として 年以内に 回、
一定の資格者による検査を行う義務が設定
されたもの）の未実施（安衛法第 条第
項、施行令第 条第 項、第 条第
号（動力により駆動されるプレス機

械）等に抵触）、
④機械の 字形状ベルト、プーリー等へ

のカバーの未設置（安衛則第 条等に抵
触）、
⑤つり上げ荷重 トンの天井クレーンの

玉掛有資格者未配置（クレーン等安全規則
第 条等に抵触）、
等の違反が認められ、是正勧告を行った。
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しかし、その ヶ月後にも②以外改善さ
れていなかったうえ、代表 は、「法律通
りに是正していたら仕事にならない」と述
べたこと、再度の是正勧告にもかかわらず、
その ヶ月後の監督でも、やはり改善され
ていなかった。そこで、管轄署は、法人
と代表 を、安衛法第 条、第 条違
反の疑いで送致した。
担当監督官は、この事業場で用いられて

いたプレス機械が全て自動送給方式で安全
性が高いことを認めつつ、金型の取り付け
や取り外し時等の災害発生危険を指摘して
いた（労働調査会編『送検事例と労働災害
平成元年版』（企業通信社、 年（平
成元年）） － 頁）。

【パンチングメタル】

（西北金属株式会社の サイト（

，最終閲覧日 年 月
日））

このように、本条の適用は、作業主任者
資格者の選任の有無によって機械的に行わ
れる傾向にあるが、その資格の多くは、技
能講習の修了で取得できることからも、実
際には資格者であっても必要な技能を持た

ないことが多いとの指摘がある 。特にプ
レス機械作業主任者、木材加工用機械作業
主任者、有機溶剤作業主任者や特定化学物
質作業主任者にその傾向が顕著であり、プ
レス機械作業主任者がプレスの安全対策に
ついて殆ど無知であったり、木材加工用機
械作業主任者が安全装置や型式検定制度に
ついて殆ど無知であったりする例も散見さ
れるという。
また、作業主任者は、あくまで現場の作

業班の作業の指揮者であって、有機溶剤作
業現場の局所排気装置等、物的措置の責任
者ではないことからも、そうした設備の不
備を工場長らに上申する例も多くないので
はないかとの指摘がある 。

関係判例
）刑事事件
第 条の関係判例でもある福岡高判昭和
年 月 日判例時報 号 頁が

参考になる。
同判決からは、安衛法上の事業者は、基

本的に保護対象となる労働者の雇用主でな
ければならないが、当該労働者の安全管理
を担うべき立場にある場合、元請等も含む
広い解釈も可能なことが窺われる。

）民事事件
プレス作業の経験はあるが所要の特別教育
を受けていなかった者が、法定作業主任者
のいないタイミングで、安全装置の効かな
い条件で手を挟まれた災害につき、当該作

ある監督官からの示唆による。
ある監督官からの示唆による。
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を担うべき立場にある場合、元請等も含む
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を受けていなかった者が、法定作業主任者
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業者に特別教育を受けさせずに当該作業に
就けたこと、使用者の作業主任者選任義務
は、作業開始前のみならず個々の作業ごと
に発生するのに同人の管理外で作業を行わ
せたことを理由にそのその違反を認めつつ、
過失相殺により 割の減額を認めた例（岩
瀬プレス工業事件東京地判平成 年 月
日労働判例 号 頁）

【事実の概要】
中国残留孤児 の息子の （原告）は、

日本国籍を得て 年後にプレス用金型メー
カーで、プレス機械 台を有する有限会社
に雇用され、プレス作業に従事していた。
は、それ以前に光線式安全装置備え付け

のプレス機械の使用経験があり、ヨウカン
（金型を乗せる四角材型の台）の取り替え
に際して同装置の高さ調節が必要になるこ
と（そうしないと機能が働かない部分がで
きてしまうこと）は認識していた。 の採
用の際にも、プレス作業経験があること、
金型を取り付けられること、プレス作業の
危険性を認識していること等を伝えていた。

では、その資格を持つ が法第 条、
施行令第 条第 号、安衛則第 条所定
のプレス機械作業主任者に選任されていた。
本件災害発生の日、 の代わりに作業主

任者資格を持たない が工場での指導・
監督をしていた。 は、金型とヨウカンを
取り替えたが、光線式安全装置の取付位置
をヨウカンの高さに合わせないまま休憩に
入り、 に作業開始の許可を求めたところ、
同装置を正しい位置に調整するよう求めら
れたが実施せず、同装置が機能しない範囲
で右手を入れて機械を作動させたため、ス
ライドに右手指先を挟まれ、右手の人差し

指と中指の ほどが欠損し、右上肢が麻
痺して運動性を失うなど、総合して後遺障
害等級 級の障害を負った（本件災害）。

が被災したプレス機（本件プレス機）
は、 プレス機で、型式検定により構造
規格上の安全プレスと認められたものであ
り、両手操作式安全装置（両手のいずれか
を放すと自動停止する装置）と光線式安全
装置（危険範囲の前を通過する光線を物体
が遮ると自動停止する装置）の双方を備え
ていたが、検定上、ヨウカンの交換に際し
て、後者の高さ調節を要すること自体は許
容されていた。
江戸川労基署は、 への労災認定と共に、
に対して、所定の作業主任者（ここでは
）に所要の業務を行わせていなかったと

して是正勧告等を行った。
その後 間で補償交渉が始まったが、

折り合わないまま復職し、結局、 の不安
全行動をきっかけとするトラブルから無断
欠勤を経て、本件災害から約 年半後に辞
職した。その後も実父 らを伴っての補償
交渉が続き、その約 ヶ月後に、 が に

万円支払うことで解決する内容の示談
が成立した。
以上の経緯を経て、 は、 に対して、

安全配慮義務違反に基づき、 万円余
の損害賠償請求を行った。

【ヨウカン】
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（（有）サイトウ機械製作所の サイ
ト（

，最終閲覧日 年 月 日））

【判旨～ 請求棄却（但し の賠償責任自
体は肯定）～】
法第 条、安衛則第 条（事業者は法令

により設置した安全装置等の有効性の保持
すべきこと）、第 条（事業者はプレス
機械につき作業主任者に安全装置の点検、
異常への対応等を行わせるべきこと）によ
れば，事業者は，プレス機械作業主任者を
選任した場合，同人に各作業毎に同装置の
安全装置の有効性の保持のため調整を行わ
せる義務があり、法定の特別の教育を受け
た労働者に限り、その作業自体を行わせ得
るが、作業主任者自身が作業遂行を確認す
る必要がある。「この義務は、労働者の安
全を確保する上で重要な義務であるから、
事業者の労働者に対する安全配慮義務の一
内容を構成する」。
本件では、 は，本件災害当時，プレス

機械作業主任者Ｃは 工場に不在で、上記
特別教育を受けていない に本件安全装置
の調整をゆだねたうえ、その作業遂行も確
認していないから， には安全配慮義務違
反があった。

は，安衛則第 条（事業者によるプ

レス等作業開始前の点検の定め。第 号に
急停止機構、プレス機械の金型やシャーの
刃物の状態等が定められている）は、事業
者に対し，その日の作業開始前にプレス機
械の光線式安全装置の取付け位置を点検す
るよう求めているにすぎないと主張するが、
事業者は、同条に基づく作業開始前の点検
義務のほか、安衛則第 条に基づき，上記
安全装置の有効性保持のための調整義務を
負うから、事業者は、プレス機械作業主任
者を選任した場合、同人に当該調整を行わ
せる義務がある。
但し、 は、他社で本件プレス機械と同

様の機械によるプレス作業の経験と 入社
後の経験から、ヨウカン交換時の光線式安
全装置の調整の必要性を認識していたこと、
採用時の への伝達内容に加え、本件災害
直前に、 から本件安全装置の取付け位置
の調整を前提にプレス作業の開始を許され
たにもかかわらず、本件安全装置の取付け
位置を取り替えたヨウカンの高さに合わせ
て下げなかったことが原因で本件事故が発
生したことが明らかであり、 には本件災
害につき相当の過失があった」。よって、
の損害につき８割の過失相殺をするのが

相当である。

【判決から汲み取り得る示唆】
本判決最大の示唆は、作業主任者の選任

と共に、同人に行わせるべき業務に関する
規則規定等の存在を前提に、作業主任者の
選任は個々の危険作業ごとに行う（本件で
は、作業開始前の点検のみでなく、現に危
険作業が行われる場面で安全指揮を行わせ
る）必要があり、現に有効に活用する（本
件ではプレス機械の安全装置の有効性保持
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（（有）サイトウ機械製作所の サイ
ト（

，最終閲覧日 年 月 日））
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のための調整をさせる）必要があるとした
ことである。
先述した通り、作業主任者は、現場で直

接作業の安全指揮をとる存在であり、交替
制勤務でも、各直ごとに選任する必要があ
るため、仮に、作業主任者らの選任義務規
定のみがあって、行わせる業務に関する規
定がなかった場合でも、同様の判断が下さ
れた可能性は高い。なぜなら、本判決が
による危険作業の際の作業主任者による安
全装置の有効性の管理を事業者の安全配慮
義務とした重要な根拠は、安衛則第 条
だが、これは、事業者がプレス機械作業主
任者に安全装置の点検や異常への対応等を
行わせるよう求めているに過ぎず、そこか
ら個々の作業での安全装置の常時の有効性
保持の担保まで導けるかは微妙だからであ
る。たしかに、安衛則第 条は、法令上
設置した安全装置等の有効性の保持を一般
的に事業者に課しているが、これを作業主
任者に行わせる義務まで課してはいない。
つまり、本判決にも目的志向の創造的な解
釈が含まれているということである。
また、山形県水産公社事件最 小判平成
年 月 日判例時報 号 頁等は、

船舶の機関室内での冷蔵庫の冷媒（アンモ
ニア）による関係請負人の従業員の中毒等
による死亡等をもたらした仕事の発注者
（船舶保有者）に、安衛法第 条第 項
が定める第 項の特定元方事業者による統
括管理の履行担当者の選任義務違反があっ
たことが安全配慮義務違反にも当たるとし
た（ただし、同義務違反と本件災害の間に
相当因果関係は認められず、その過失責任
はないとした）。真備学園事件岡山地判平
成 年 月 日労働判例 号 頁の

ように、法定産業保健体制が整備されてい
れば、被災者の高血圧症を発見できたはず
として、その未整備を安配義務違反とした
例もある。
このように、安全衛生の管理者の選任義

務規定の存在から、当該管理者に合理的に
期待し得る業務を安全配慮義務の内容と解
する判断もあり、そもそも専門家や管理者
の選任は、多様な事情に応じて講じるべき
措置を特定させるために義務づけている面
もあるので、制度趣旨に適った解釈とも言
えよう。

第 条、第 条の

条文
（統括安全衛生責任者）

第十五条 事業者で、一の場所において
行う事業の仕事の一部を請負人に請け
負わせているもの（当該事業の仕事の
一部を請け負わせる契約が二以上ある
ため、その者が二以上あることとなる
ときは、当該請負契約のうちの最も先
次の請負契約における注文者とする。
以下「元方事業者」という。）のう
ち、建設業その他政令で定める業種に
属する事業（以下「特定事業」とい
う。）を行う者（以下「特定元方事業
者」という。）は、その労働者及びそ
の請負人（元方事業者の当該事業の仕
事が数次の請負契約によつて行われる
ときは、当該請負人の請負契約の後次
のすべての請負契約の当事者である請
負人を含む。以下「関係請負人」とい
う。）の労働者が当該場所において作
業を行うときは、これらの労働者の作
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業が同一の場所において行われること
によつて生ずる労働災害を防止するた
め、統括安全衛生責任者を選任し、そ
の者に元方安全衛生管理者の指揮をさ
せるとともに、第三十条第一項各号の
事項を統括管理させなければならな
い。ただし、これらの労働者の数が政
令で定める数未満であるときは、この
限りでない。

２ 統括安全衛生責任者は、当該場所に
おいてその事業の実施を統括管理する
者をもつて充てなければならない。

３ 第三十条第四項の場合において、同
項のすべての労働者の数が政令で定め
る数以上であるときは、当該指名され
た事業者は、これらの労働者に関し、
これらの労働者の作業が同一の場所に
おいて行われることによつて生ずる労
働災害を防止するため、統括安全衛生
責任者を選任し、その者に元方安全衛
生管理者の指揮をさせるとともに、同
条第一項各号の事項を統括管理させな
ければならない。この場合において
は、当該指名された事業者及び当該指
名された事業者以外の事業者について
は、第一項の規定は、適用しない。

４ 第一項又は前項に定めるもののほ
か、第二十五条の二第一項に規定する
仕事が数次の請負契約によつて行われ
る場合においては、第一項又は前項の
規定により統括安全衛生責任者を選任
した事業者は、統括安全衛生責任者に
第三十条の三第五項において準用する
第二十五条の二第二項の規定により技
術的事項を管理する者の指揮をさせる
とともに、同条第一項各号の措置を統
括管理させなければならない。

５ 第十条第三項の規定は、統括安全衛
生責任者の業務の執行について準用す
る。この場合において、同項中「事業
者」とあるのは、「当該統括安全衛生
責任者を選任した事業者」と読み替え
るものとする。
（元方安全衛生管理者）

第十五条の二 前条第一項又は第三項の
規定により統括安全衛生責任者を選任
した事業者で、建設業その他政令で定
める業種に属する事業を行うものは、
厚生労働省令で定める資格を有する者
のうちから、厚生労働省令で定めると
ころにより、元方安全衛生管理者を選
任し、その者に第三十条第一項各号の
事項のうち技術的事項を管理させなけ
ればならない。

２ 第十一条第二項（＊労基署長による
安全管理者の増員／解任命令）の規定
は、元方安全衛生管理者について準用
する。この場合において、同項中「事
業者」とあるのは、「当該元方安全衛
生管理者を選任した事業者」と読み替
えるものとする。

趣旨と内容
趣旨

一の場所 、すなわち「請負契約関係に
ある数個の事業によつて仕事が相関連して
混在的に行なわれる各作業現場」（昭和

詳細は、法第 条の解説を参照された
い。併せて法第 条～第 条の の解説
に記した幸陽船渠事件広島高判昭和 年
月 日判例時報 号 頁も参照さ

れたい。
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業が同一の場所において行われること
によつて生ずる労働災害を防止するた
め、統括安全衛生責任者を選任し、そ
の者に元方安全衛生管理者の指揮をさ
せるとともに、第三十条第一項各号の
事項を統括管理させなければならな
い。ただし、これらの労働者の数が政
令で定める数未満であるときは、この
限りでない。

２ 統括安全衛生責任者は、当該場所に
おいてその事業の実施を統括管理する
者をもつて充てなければならない。

３ 第三十条第四項の場合において、同
項のすべての労働者の数が政令で定め
る数以上であるときは、当該指名され
た事業者は、これらの労働者に関し、
これらの労働者の作業が同一の場所に
おいて行われることによつて生ずる労
働災害を防止するため、統括安全衛生
責任者を選任し、その者に元方安全衛
生管理者の指揮をさせるとともに、同
条第一項各号の事項を統括管理させな
ければならない。この場合において
は、当該指名された事業者及び当該指
名された事業者以外の事業者について
は、第一項の規定は、適用しない。

４ 第一項又は前項に定めるもののほ
か、第二十五条の二第一項に規定する
仕事が数次の請負契約によつて行われ
る場合においては、第一項又は前項の
規定により統括安全衛生責任者を選任
した事業者は、統括安全衛生責任者に
第三十条の三第五項において準用する
第二十五条の二第二項の規定により技
術的事項を管理する者の指揮をさせる
とともに、同条第一項各号の措置を統
括管理させなければならない。

５ 第十条第三項の規定は、統括安全衛
生責任者の業務の執行について準用す
る。この場合において、同項中「事業
者」とあるのは、「当該統括安全衛生
責任者を選任した事業者」と読み替え
るものとする。
（元方安全衛生管理者）

第十五条の二 前条第一項又は第三項の
規定により統括安全衛生責任者を選任
した事業者で、建設業その他政令で定
める業種に属する事業を行うものは、
厚生労働省令で定める資格を有する者
のうちから、厚生労働省令で定めると
ころにより、元方安全衛生管理者を選
任し、その者に第三十条第一項各号の
事項のうち技術的事項を管理させなけ
ればならない。

２ 第十一条第二項（＊労基署長による
安全管理者の増員／解任命令）の規定
は、元方安全衛生管理者について準用
する。この場合において、同項中「事
業者」とあるのは、「当該元方安全衛
生管理者を選任した事業者」と読み替
えるものとする。

趣旨と内容
趣旨

一の場所 、すなわち「請負契約関係に
ある数個の事業によつて仕事が相関連して
混在的に行なわれる各作業現場」（昭和

詳細は、法第 条の解説を参照された
い。併せて法第 条～第 条の の解説
に記した幸陽船渠事件広島高判昭和 年
月 日判例時報 号 頁も参照さ

れたい。
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年 月 日発基第 号。≒重層的請
負構造下での混在作業）では、その混在性
ゆえに災害が生じ得るので、法第 条は、
全ての業種につき、元方事業者（第 条
が定める通り、重層的請負構造下の最先次
にあって仕事の一部は自ら行う注文者であ
り、発注者も含む点と仕事の一部を自ら行
う必要がある 点で元請とは異なる。元請
とは、通例、発注者から直接仕事を請け負
う者を意味する）に、その構内（その管理
下にある場所）で業務を行う請負人やその
労働者の法令遵守の指導義務を課し（ただ
し罰則なし）、法第 条は、当該作業場
の災害リスク（特に建設機械がもたらす接
触のほか、足場、支保工、架設電気設備等
にかかるリスク）に関する巡視、連絡協議
などの統括管理を特定（建設業と造船業）
の元方事業者に課している。第 条の
は、第 条の 第 項（建設業等におけ
る爆発や火災等に際しての救護にかかる二
次的な労災防止のための物的、人的措置義
務）の履行確保のための統括管理を、一の
場所における重層的請負関係に基づく混在
作業下で図る目的で、元方事業者に課して
いる（図 、 、 （混在作業現場にお
ける安全衛生管理体制①②③）を参照され
たい） 。

純粋なお客様（ ）は除外する趣旨
である。

畠中元教授は、これら請負関係に
基づく一の場所での混在作業による労災防
止のための安全衛生管理体制を「請負関係
に係る安全衛生管理組織」と呼び、事業者
の組織内に基本的には使用従属関係に基づ

こうした統括安全衛生管理の確実を期す
ため、混在作業労働者数が一定数（原則と
して 人）以上に及ぶ場所につき、元方
事業者が選任すべきとされたのが、第
条所定の統括安全衛生責任者と、第 条
の 所定の元方安全衛生管理者である。混
在作業労働者数が一定数（原則として
人、建設業の一部では 人）に満たない
場合には、原則として統括管理担当者（安
衛則第 条の 第 項）の設置で足りる
が、現段階では建設業に限り、ずい道、一
定場所での橋梁、圧気等の工事の場合
人以上 人未満、鉄骨（鉄筋コンクリー
ト）づくりの建設工事の場合 人以上
人未満では、現場を統括するゼネコンの支
店（現場より一段上の事業場レベル ）で

き（≒人事権による選任と業務命令権によ
る業務の履行確保により）設置運営される
安全衛生管理体制（総括安全衛生管理者、
安全・衛生管理者、同推進者、産業医、安
全・衛生委員会等：畠中氏が「一般的な安
全衛生管理組織」と呼ぶもの）と対比させ
ている。この際、前者は後者の健全な機能
を前提に機能すると示唆している。
また、前者を「基本型（：統括安全衛生

責任者（法第 条）、安全衛生責任者（法
第 条）、これらと関係請負人を含めた協
議組織（法第 条））」と「建設業限定型
（基本型に元方安全衛生管理者（法第
条の ）、店社安全衛生管理者（法第 条
の ）を加えたもの）」に細分化している
（畠中前掲書（ 年（令和元年））

頁）。それだけ建設業が特別視された
ということであろう。
畠中前掲書（ 年（令和元年））
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の選任をイメージした店社安全衛生管理者
の選任が求められる（法第 条の ）
（図 （混在作業現場における統括安全
衛生管理体制③）、図 （店社安全衛生
管理者）を参照されたい）。
これは、事業場内における、総括安全衛

生管理者が安全管理者、衛生管理者を指導
する体制（図 （事業場規模別・業種別安
全衛生管理組織）を参照されたい）を、特
定の業種の混在作業現場に応用したものと
解される。

内容
＜統括安全衛生責任者について＞
法第 条の対象事業は施行令第 条第
項により建設業と造船業となっており、

その元方事業者は特定元方事業者と呼ばれ
ているが、第 条の の対象業務である
建設業その他政令で定める業種について、
現段階で政令の定めはないので、建設業に
限られている。
通達（昭和 年 月 日基発第

号）によれば、第 条に関する業種の特
定は、当該事業の実態に即してなされ、た
とえば、鉄鋼業で常態的に行われる炉等の
補修を構内に常駐する修理業者に請け負わ
せるような場合、当該鉄鋼業の事業者が元
方事業者となるが、大がかりな補修工事で
あって、外部の専門業者に発注するような
場合、独立の建設工事とみなされる。
前述の通り、特定元方事業者というため

には、発注者等が特定事業を自ら行う者で
ある必要があるところ、工事の施工管理を

頁。

行っている場合にも「特定事業を行うも
の」に含まれるが、設計監理のみを行って
いる場合は含まれない（昭和 年 月
日基発第 号）。施工管理と設計監理の
違いは、前者が工事の実施の管理であるの
に対し、後者は設計図書の作成と工事がそ
れに沿っているかの確認とされている（昭
和 年 月 日基発第 号）。要す
るに、元方事業者一般に、自身も仕事を行
うというためには、設計ではなく施工に携
わっている必要があるということである。
この点につき、示唆的な判例がある。す

なわち、集じん機の付け替えに伴うダクト
の配管等の工事を発注者から請け負った
社が、当該集じん機の設計・製造等を行い、
社と密接な取引関係にあって、その従業

者のように使用していた（ の技術顧問の
肩書きで安全講習会を受けさせる等）個人
事業主 に対し、施工管理の大部分と共に
工事を委ね、 は に（おそらく一部を）
請け負わせ、さらに は（おそらく一部
を） に請け負わせ、 の作業が、発
注者の構内で混在して行われることとなっ
たところ、当該構内で労災が発生して 社
の特定元方事業者としての刑事責任（おそ
らく安衛法第 条の統括管理義務違反）
が問われ、同人がその該当要件である自身
も仕事を行う者だったかが争われた事案に
おいて、 間の取引で、 は に仕事を
丸投げせず、施工管理の一部を実質的に留
保していたとして、その責任が認められる
とした例（最 小決平成 年 月 日
判例タイムズ 号 頁）である。こ
こでは、施工管理を行っていたか否かにつ
き、両者間の契約内容等の形式面より、実
質面を重視した点が特筆される。
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の選任をイメージした店社安全衛生管理者
の選任が求められる（法第 条の ）
（図 （混在作業現場における統括安全
衛生管理体制③）、図 （店社安全衛生
管理者）を参照されたい）。
これは、事業場内における、総括安全衛

生管理者が安全管理者、衛生管理者を指導
する体制（図 （事業場規模別・業種別安
全衛生管理組織）を参照されたい）を、特
定の業種の混在作業現場に応用したものと
解される。

内容
＜統括安全衛生責任者について＞
法第 条の対象事業は施行令第 条第
項により建設業と造船業となっており、

その元方事業者は特定元方事業者と呼ばれ
ているが、第 条の の対象業務である
建設業その他政令で定める業種について、
現段階で政令の定めはないので、建設業に
限られている。
通達（昭和 年 月 日基発第

号）によれば、第 条に関する業種の特
定は、当該事業の実態に即してなされ、た
とえば、鉄鋼業で常態的に行われる炉等の
補修を構内に常駐する修理業者に請け負わ
せるような場合、当該鉄鋼業の事業者が元
方事業者となるが、大がかりな補修工事で
あって、外部の専門業者に発注するような
場合、独立の建設工事とみなされる。
前述の通り、特定元方事業者というため

には、発注者等が特定事業を自ら行う者で
ある必要があるところ、工事の施工管理を

頁。

行っている場合にも「特定事業を行うも
の」に含まれるが、設計監理のみを行って
いる場合は含まれない（昭和 年 月
日基発第 号）。施工管理と設計監理の
違いは、前者が工事の実施の管理であるの
に対し、後者は設計図書の作成と工事がそ
れに沿っているかの確認とされている（昭
和 年 月 日基発第 号）。要す
るに、元方事業者一般に、自身も仕事を行
うというためには、設計ではなく施工に携
わっている必要があるということである。
この点につき、示唆的な判例がある。す

なわち、集じん機の付け替えに伴うダクト
の配管等の工事を発注者から請け負った
社が、当該集じん機の設計・製造等を行い、
社と密接な取引関係にあって、その従業

者のように使用していた（ の技術顧問の
肩書きで安全講習会を受けさせる等）個人
事業主 に対し、施工管理の大部分と共に
工事を委ね、 は に（おそらく一部を）
請け負わせ、さらに は（おそらく一部
を） に請け負わせ、 の作業が、発
注者の構内で混在して行われることとなっ
たところ、当該構内で労災が発生して 社
の特定元方事業者としての刑事責任（おそ
らく安衛法第 条の統括管理義務違反）
が問われ、同人がその該当要件である自身
も仕事を行う者だったかが争われた事案に
おいて、 間の取引で、 は に仕事を
丸投げせず、施工管理の一部を実質的に留
保していたとして、その責任が認められる
とした例（最 小決平成 年 月 日
判例タイムズ 号 頁）である。こ
こでは、施工管理を行っていたか否かにつ
き、両者間の契約内容等の形式面より、実
質面を重視した点が特筆される。
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図 （混在作業現場における統括安全
衛生管理体制③）に示した通り、統括安全
衛生責任者を選任すべき事業場は、当該混
在作業労働者数の合計が原則として 人
（ずい道等、一定場所で行われる橋梁の建
設又は圧気工法による仕事に限り 人）
以上であり（ここでの労働者数のカウント
は、準備や終期の手直し工事等を除く期間
の 日あたりの平均を指す（「労働安全衛
生法および同法施行令の施行について」
（昭和 年 月 日基発第 号）Ⅱ
（施行令第 条関係））、それ未満は、原
則として統括管理担当者（安衛則第 条
の 第 項）の設置で足りるが、現段階で
は建設業に限り、ずい道、一定場所 での
橋梁、圧気等の工事の場合 人以上 人
未満、鉄骨（鉄筋コンクリート）づくりの
建設工事の場合 人以上 人未満で、現
場を統括するゼネコンの支店（現場より一
段上の事業場レベル ）での選任をイメー
ジした店社安全衛生管理者の選任が求めら
れる（安衛則第 条の ）（【図 （店
社安全衛生管理者）】参照）。
法第 条第 項及び第 項が定める分

割発注時の統括安全衛生管理義務者の指名
制度（特定事業の仕事の発注者か仕事の全
部を請け負った者（で特定元方事業者以外

国勢調査上の人口集中地域であって、
道路上、道路に近接した場所、鉄道の軌道
上又は軌道に近接した場所（安衛則第
条の ）。要するに、乗り物や人と接触し
やすい場所。
畠中前掲書（ 年（令和元年））

頁。

の者）が分割発注し、複数名の労働者が混
在作業を行う場合、自ら統括管理を担う
名を指名し、それがなされない場合、労基
署長が指名することとなる制度）のもとで
は、当該義務者が統括安全衛生責任者を選
任し、当該場所でその仕事に関わる全労働
者について管理業務を行わせねばならない
（第 条第 項）（図 、 （混在作業
現場における安全衛生管理体制①②）を参
照されたい）。その適格性については、第

条第 項が、「当該場所においてその
事業の実施を統括管理する者」としており、
これは第 条第 項の場合と同義である。
すなわち、工場長、作業所長等名称の如何
を問わず、当該事業場での事業の実施を実
質的に統括管理する権限と責任を持つ者で
あり、「業務を統括管理する」とは、「第
一項各号に掲げる業務が適切かつ円滑に実
施されるよう所要の措置を講じ、かつ、そ
の実施状況を監督する等当該業務について
責任をもつて取りまとめることをいう」
（昭和 年 月 日基発第 号）。
匿名監督官によれば、監督実務経験上、一
定規模以上の会社では工場長、一定規模以
下の会社では代表取締役らが選任されるケ
ースが多い（逆に言えば、企業規模が大き
くなるほど経営責任者が選任され難い）と
いう。
適法に指名がなされた場合、被指名者以

外の特定元方事業者に統括安全衛生責任者
の選任義務は生じない（第 条第 項第
文）。また、統括安全衛生責任者がやむ

を得ない事由で職務を行えない場合には、
代理人の選任が求められる（安衛則第
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条（第 条の準用）） 。統括安全衛生責
任者一人あたりの対象事業場について規制
はないが、大規模な工事現場の統括管理を
担い、建設現場ならば元方安全衛生管理者
を指揮する必要があることの他、毎月 回
は巡視を行う必要上、多くとも つ程度に
限られるべきだろう。
統括安全衛生責任者の基本的職務は、い

うまでもなく、法第 条第 項各号所定
の統括管理（協議会の設置・運営、連絡調
整、巡視、関係請負人による安全衛生教育
の指導・援助、建設業の場合、工程計画や
機械設備等の配置計画の作成や、関係請負
人による機械設備等を用いる作業の指導
等）だが、図 （混在作業現場における
安全衛生管理体制②）が示すように、その
実効性確保のため、建設業においては、元
方安全衛生管理者を指揮すべきこととなっ
ている（第 条第 項及び第 項）。
また、第 条の は、第 条の 第

項所定の措置（建設業 における爆発や火
災等に際しての救護にかかる二次的な労災
防止のための物的、人的措置（機械等の備
付けと管理、救護関係の訓練等））が重層
的請負関係下での混在作業現場で関係請負
人らによって行われる場合の統括管理を元

同様の規定は、総括安全衛生管理者、
安全管理者、衛生管理者、元方安全衛生管
理者、店社安全衛生管理者、安全衛生責任
者に設けられている。
法第 条の は、「建設業その他政令

で定める業種」と定めているが、現段階で
その定めはないため、建設業に限られてい
る。

方事業者に課しており、第 条第 項は、
これらの規定を受けて、特定元方事業者は、
この件の統括管理のためにも統括安全衛生
責任者を選任し、当該統括管理を行わせる
と共に、その実効性確保のため、法第
条の 第 項所定の「救護に関する措置に
ついて技術的事項を管理する者」（建設業
事業者全てに選任義務がある）の指揮をさ
せるべきと定めている。分割発注の場合に
も、第 条第 項に基づき、法第 条第
項により統括安全衛生管理義務者の指名

と混在作業現場の統括管理が義務づけられ
る場合、作業労働者数が原則 人以上な
らば、統括安全衛生責任者の選任と元方安
全衛生管理者の指揮と当該統括管理をさせ
ねばならない。
第 条第 項は、総括安全衛生管理者

の場合と同様に、統括安全衛生責任者の業
務の執行について、都道府県労働局長が勧
告できる旨を定めている。

＜元方安全衛生管理者について＞
統括安全衛生責任者は、当該混在作業現

場で事業の実施を統括管理する者であり
（第 条第 項）、一般的には現場の所
長等工事施工の責任者となり、広範な業務
を有し、災害防止の技術に詳しいとは限ら
ない。特に建設業では、複雑な重層請負構
造下での混在作業、タイトな工期、作業現
場の移動と作業内容の変化等の事情から、
現場事情に応じた適切な技術的安全衛生管
理の必要性が高い。現に、本規定（第
条の ）が新設された昭和 年当時、死
亡災害事例の中に、作業間の連絡調整、関
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条（第 条の準用）） 。統括安全衛生責
任者一人あたりの対象事業場について規制
はないが、大規模な工事現場の統括管理を
担い、建設現場ならば元方安全衛生管理者
を指揮する必要があることの他、毎月 回
は巡視を行う必要上、多くとも つ程度に
限られるべきだろう。
統括安全衛生責任者の基本的職務は、い

うまでもなく、法第 条第 項各号所定
の統括管理（協議会の設置・運営、連絡調
整、巡視、関係請負人による安全衛生教育
の指導・援助、建設業の場合、工程計画や
機械設備等の配置計画の作成や、関係請負
人による機械設備等を用いる作業の指導
等）だが、図 （混在作業現場における
安全衛生管理体制②）が示すように、その
実効性確保のため、建設業においては、元
方安全衛生管理者を指揮すべきこととなっ
ている（第 条第 項及び第 項）。
また、第 条の は、第 条の 第

項所定の措置（建設業 における爆発や火
災等に際しての救護にかかる二次的な労災
防止のための物的、人的措置（機械等の備
付けと管理、救護関係の訓練等））が重層
的請負関係下での混在作業現場で関係請負
人らによって行われる場合の統括管理を元

同様の規定は、総括安全衛生管理者、
安全管理者、衛生管理者、元方安全衛生管
理者、店社安全衛生管理者、安全衛生責任
者に設けられている。
法第 条の は、「建設業その他政令

で定める業種」と定めているが、現段階で
その定めはないため、建設業に限られてい
る。

方事業者に課しており、第 条第 項は、
これらの規定を受けて、特定元方事業者は、
この件の統括管理のためにも統括安全衛生
責任者を選任し、当該統括管理を行わせる
と共に、その実効性確保のため、法第
条の 第 項所定の「救護に関する措置に
ついて技術的事項を管理する者」（建設業
事業者全てに選任義務がある）の指揮をさ
せるべきと定めている。分割発注の場合に
も、第 条第 項に基づき、法第 条第
項により統括安全衛生管理義務者の指名

と混在作業現場の統括管理が義務づけられ
る場合、作業労働者数が原則 人以上な
らば、統括安全衛生責任者の選任と元方安
全衛生管理者の指揮と当該統括管理をさせ
ねばならない。
第 条第 項は、総括安全衛生管理者

の場合と同様に、統括安全衛生責任者の業
務の執行について、都道府県労働局長が勧
告できる旨を定めている。

＜元方安全衛生管理者について＞
統括安全衛生責任者は、当該混在作業現

場で事業の実施を統括管理する者であり
（第 条第 項）、一般的には現場の所
長等工事施工の責任者となり、広範な業務
を有し、災害防止の技術に詳しいとは限ら
ない。特に建設業では、複雑な重層請負構
造下での混在作業、タイトな工期、作業現
場の移動と作業内容の変化等の事情から、
現場事情に応じた適切な技術的安全衛生管
理の必要性が高い。現に、本規定（第
条の ）が新設された昭和 年当時、死
亡災害事例の中に、作業間の連絡調整、関
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係請負人への指導、作業場所の巡視等の統
括管理の不十分が窺われる例がみられた 。
そこで、法第 条第 項または第 項

に基づき統括安全衛生責任者を選任した建
設業 の事業者に対して、一定の資格者か
ら、統括安全衛生責任者の指揮のもとで、
特定元方事業者が講ずべき統括管理事項の
うち技術的事項を関する元方安全衛生管理
者を選任して、そうした事項を管理させる
こととしたのが、第 条の である 。
先述した通り、これは、法第 条が定

める事業場内の総括安全衛生管理者による
安全管理者、衛生管理者の指揮関係と類似
し、混在作業現場でも安全衛生管理体制の
構築を図ろうとしたものである。
元方安全衛生管理者は専属でなければな

らず（安衛則第 条の 。専任とは異な
り、兼務も認められるが、当該混在作業現
場のリスクを知尽できる条件が求められ
る）、選任する建設業元方事業者は、まさ
に混在作業による労災防止のため必要な措
置をなし得る権限を与えねばならない（安
衛則第 条の ）。また、やむを得ない
事由で職務を行い得ない場合、代理人を専
任せねばならない（安衛則第 条） 。

労働調査会出版局前掲編著（ 年
（平成 年）） 頁。
法第 条の は、「建設業その 他政令

で定める業種」と定めているが、現段階で
その定めはないため、建設業に限られてい
る。
労働調査会出版局前掲編著（ 年

（平成 年）） 頁。
同様の規定は、総括安全衛生管理者、

元方安全衛生管理者の資格は、法第
条（安衛則第 条）所定の安全管理者の資
格と似ており、安衛則第 条の に定め
られている。これは、①「大学等」の②
「理科系課程」を修了して卒業後、③「
年以上」④「建設工事の安全衛生実務」に
従事した者を基本として（第 号）、①が
高校等になれば、③が 年以上となる（第
号）。また、その他厚生労働大臣が定め

る者（第 号）については、②が理科系統
以外の場合、③が 年以上、②が理科系統
以外で①が高校等の場合、③が 年以上等
となっており（昭和 年労働省告示第
号）、一定の学歴を求めつつも、実務経験
を重視していることが窺われる。
その職務は、統括安全衛生責任者の指揮

下で、法第 条第 項所定の統括管理事
項（協議組織の設置運営 、作業間の連絡
調整、作業場所の巡視、関係請負人による
安全衛生教育の指導・支援等） のうちの

安全管理者、衛生管理者、統括安全衛生責
任者、店社安全衛生管理者、安全衛生責任
者に設けられている。
畠中元教授は、法第 条に基づく混在

作業にかかる協議組織（の設置運営）は、
安全衛生管理組織の一環としている（畠中
前掲書（ 年（令和元年）） 頁）。
これらの実施義務は、当該一の場所で

の常時作業従事労働者数に関わりなく特定
元方事業者が負うが、当該場所での常時作
業従事労働者数が原則として 人以上で
ある場合は、統括安全衛生責任者を選任し
て、その者に統括管理をさせる必要が生じ
る（法第 条第 項、安衛法施行令第
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技術的事項を行うこと（実務の実施）であ
り、専門技術的事項に限られず（昭和
年 月 日基発第 号）、管理と実
働の両者を担う。
元方安全衛生管理者についても、事業者

がその職務に必要な権限を付与すべき旨が
定められている（安衛則第 条の ）。
第 条の 第 項は、法第 条第

項を準用し、安全管理者、衛生管理者にお
けると同様に、元方安全衛生管理者につい
ても労働基準監督署長による増員・解任命
令を規定している。準用する安全管理者制
度では、この命令の発動基準が、主要な義
務の懈怠により重大災害が生じた場合等や
病気による職務遂行不能な場合等に制限さ
れている（昭和 年 月 日基発第
号）。
第 条及び第 条の 第 項（選任

と職務遂行の確保）と第 項（増員・解任
命令の遵守）には罰則がある（法第 条
第 号と第 号： 万円以下の罰金）。
また、両条文以下の混在作業関係の安全

衛生管理体制の設置運営に関する規定には、
別途、以下のような担保が設けられている
。

所轄労働基準監督署長への選任報告
（法第 条第 項）
・統括安全衛生責任者（安衛則第

条第 項第 号）
・元方安全衛生管理者（安衛則第

条第 項）。
畠中前掲書（ 年（令和元年））

頁、 ， 、 頁等。

条第 項第 号）
・店社安全衛生管理者（安衛則第

条第 項第 号）

関係規定
法第 条（特定元方事業者による混在

作業場所での統括管理義務等）。

運用
適用の実際

令和 年公表「労働基準関係法令違反に
関する公表事案」（

，最終閲覧日
年 月 日）と令和 年労働基準監督

年報（厚生労働省労働基準局、令和 年）
の定期監督等実施状況・法違反状況（令和
２年）では、そもそも第 条、第 条の
に関する項目立て自体がなされていない。
森山誠也監督官によれば、そもそも、第
条及び第 条の適用対象となる作業場

が限られているため、監督業務上、違反を
認めることはそれほど多くないという。
もっとも、監督指導上、混在作業従事者

が労働者か一人親方か明確でない場合もあ
るという。
また、第 条の履行確保のための行政

への提出文書の書式について、興味深い指
摘がなされた。すなわち、前述の通り、第

条所定の統括安全衛生責任者の選任義
務は、混在作業を行う労働者数が、ずい道、
橋梁建設工事の一部等では 人、その他
では 人（本条第 項但書及び安衛法施
行令第 条）未満の時には課されない。し
かし、ある監督官によれば、特定元方事業
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技術的事項を行うこと（実務の実施）であ
り、専門技術的事項に限られず（昭和
年 月 日基発第 号）、管理と実
働の両者を担う。
元方安全衛生管理者についても、事業者

がその職務に必要な権限を付与すべき旨が
定められている（安衛則第 条の ）。
第 条の 第 項は、法第 条第

項を準用し、安全管理者、衛生管理者にお
けると同様に、元方安全衛生管理者につい
ても労働基準監督署長による増員・解任命
令を規定している。準用する安全管理者制
度では、この命令の発動基準が、主要な義
務の懈怠により重大災害が生じた場合等や
病気による職務遂行不能な場合等に制限さ
れている（昭和 年 月 日基発第
号）。
第 条及び第 条の 第 項（選任

と職務遂行の確保）と第 項（増員・解任
命令の遵守）には罰則がある（法第 条
第 号と第 号： 万円以下の罰金）。
また、両条文以下の混在作業関係の安全

衛生管理体制の設置運営に関する規定には、
別途、以下のような担保が設けられている
。

所轄労働基準監督署長への選任報告
（法第 条第 項）
・統括安全衛生責任者（安衛則第

条第 項第 号）
・元方安全衛生管理者（安衛則第

条第 項）。
畠中前掲書（ 年（令和元年））

頁、 ， 、 頁等。

条第 項第 号）
・店社安全衛生管理者（安衛則第

条第 項第 号）

関係規定
法第 条（特定元方事業者による混在

作業場所での統括管理義務等）。

運用
適用の実際

令和 年公表「労働基準関係法令違反に
関する公表事案」（

，最終閲覧日
年 月 日）と令和 年労働基準監督

年報（厚生労働省労働基準局、令和 年）
の定期監督等実施状況・法違反状況（令和
２年）では、そもそも第 条、第 条の
に関する項目立て自体がなされていない。
森山誠也監督官によれば、そもそも、第
条及び第 条の適用対象となる作業場

が限られているため、監督業務上、違反を
認めることはそれほど多くないという。
もっとも、監督指導上、混在作業従事者

が労働者か一人親方か明確でない場合もあ
るという。
また、第 条の履行確保のための行政

への提出文書の書式について、興味深い指
摘がなされた。すなわち、前述の通り、第

条所定の統括安全衛生責任者の選任義
務は、混在作業を行う労働者数が、ずい道、
橋梁建設工事の一部等では 人、その他
では 人（本条第 項但書及び安衛法施
行令第 条）未満の時には課されない。し
かし、ある監督官によれば、特定元方事業
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者が一の場所での混在作業の開始時に提出
を義務づけられている特定元方事業者事業
開始報告（図 ）の中に統括安全衛生責
任者等の記入欄が設けられていることから、
必要だと誤解されて選任されることも多い
という。
この誤解が生じる理由には、むろん書式

のつくりがあるだろうが、他に、労働者数
をカウントするタイミングが不明確である
こと等も影響している可能性もあるという。

関係判例
安衛法違反による刑事事件において特定

元方事業者の該当性（仕事を丸投げする元
請か、自らも仕事を行う元方か）が争われ
た前掲の最 小決平成 年 月 日判
例タイムズ 号 頁のほか、以下の
ような民事（裁）判例がある。
）元請の安衛法第 条、第 条違反が
下請の労働者に対する債務不履行に当たる
とされた例（尼崎港運・黒崎産業事件神戸
地尼崎支判昭和 年 月 日判例時報

号 頁）
法第 条・第 条の の関係判例を参

照されたい。

）自身も仕事の一部を行う注文者（一次
請負人）が管理する造船所内で作業をして
いた下請労働者が、造船中の船舶上（甲
板）の開口部から墜落死した事案につき、
当該注文者は、当該下請（労働者）に当該
開口部を使用させたと認められないので、
現行法第 条の前身である旧労災防止団
体法第 条（及びその紐づき省令）の適
用はないが、当該規定の趣旨に照らし、条
理上、墜落防止措置を講じる民事上の注意

義務があったとした例（常石造船事件神戸
地判昭和 年 月 日判例時報 号

頁（確定））
法第 条・ 条の （の ）の関係判

例を参照されたい。

）船舶補修工事中に足場からの転落によ
り死亡した災害の要因として、事業者の墜
落防止措置（開口部の覆い等、安全帯の着
用させ等）を定めた安衛則第 条違反を
前提に、直接の雇用主の安全配慮義務違反
による債務不履行責任が認められると共に、
元請が特定元方事業者と認められ、不法行
為責任を認められた例（常石造船・宮地工
作所事件広島地尾道支判昭和 年 月
日判例時報 号 頁）
【事実の概要】
造船等を業とする （常石造船）は、

訴外 社からあらびあ丸の補修作業を元
請けし、船舶の修理等を業とする （宮
地工作所）にプロペラシャフト、プロペラ
の取り外しと取り付け作業を下請けさせ、
自身の構内にある船渠で作業をさせた。同
社では、担当部署の技師が本件作業の工程
を決め、指揮をしていた。
他業者がプロペラシャフトにプロペラを

仮はめこみした状態で引き継ぎを受け、
の責任者 のほか、 、 、 、亡 ほ
か 名の計 名で作業に当たることとなっ
た。最初は 名、その後 ら 名が、プ
ロペラの取り付け作業の準備として、プロ
ペラシャフトにナットの装着作業を行い、
次いで、チェーンブロックを使って渠底に
あったジャッキ受け（ の担当部署の
が、 から依頼を受けて用立てたもので、
内径約 、タテとヨコの外径が各々約

－ 395 －



分担研究報告書（三柴 丈典）

で重量は約 あった ）を作業床
の高さまで引き揚げ、下部を押し広げてプ
ロペラシャフトにはめ込もうとしたが十分
に開かず奏功しなかった。そこで は、
（おそらくは）ジャッキ受けを つに分け
て別個にシャックルを用いてつり上げ、左
右からプロペラシャフトを挟み込んで固定
する方法を考え、 にシャックルを つ取
りに行かせたところで亡 らが現場に戻
り、作業を引き継いだ。この際、従前の作
業経過や安全上の注意は行わなかった。

の は、 ら現場作業員に安全帯を
使用させておらず、また、本件作業足場に
は、足場とプロペラの間等に落下危険のあ
る開口部があったが、覆い、囲い、防壁等

図を入手できていないので推測になる
が、プロペラを取り付けるためプロペラシ
ャフトの円周に沿って取り付けられるジャ
ッキの反力を受け止めるために、プロペラ
シャフトに取り付けられる円筒形の治具
（ジグ：対象物を固定させるもの）と思わ
れる。軸方向に２つに分かれるようになっ
ており、接続部はボルトによって固定され
る構造で、おそらくこのボルトを締め付け
ることによってプロペラシャフトに、仮に
／永続的に固定するようになっている造船
用の専門的器具であろう。あくまで推測だ
が、本件災害は、プロペラシャフトにジャ
ッキ受けを取り付ける作業を、上部をボル
トで軽く接続した状態で、下部のボルトを
外してプロペラシャフトに取り付けるとい
う、誤った（無理な）手順で行ったため、
ジャッキ受けの片方の部品が破損して全部
が落下し、その重量から作業床を破壊して
起きたものと察せられる。

は設けられていなかった。 の本件補修
作業担当者は、彼らが安全帯を付けずにこ
うした危険な方法で作業しているのを現認
したが、何ら指示や注意はしなかった。
シャックル引き取りを から引き継いだ
がそれを持参して現場に戻ると、亡

と が、 と同じ方法でのはめ込みを試
みていて、シャックルを使おうとしなかっ
た。そのまま作業を続け、亡 らが作業
床から約 上がったジャッキ受けの下部
を押し広げてプロペラシャフトにはめ込も
うとしたところ、ジャッキ受けの上部接続
部のボルトが折損（せっそん）し、ジャッ
キ受けが割れて作業床に落下したため足場
板が破損し、その上にいた亡 が約
下の渠底に転落し、脳挫傷で死亡した。
そこで、遺族の らが、 の安全配慮

義務違反（安衛則第 条第 項違反等に
よる）と の不法行為（安衛法第 条
第 項所定の特定元方事業者に該当するの
に、安全上万全の措置を講じなかったこと
による）を根拠に、賠償請求した。

【判旨～ ら請求認容～】
ア の責任
事業者は、労基法第 条（安全衛生に

関する定めの安衛法への委任）、安衛法第
条（第 項：最低基準を超えた労働者の

安全・健康の確保、国の労災防止施策への
協力、第 項：機械器具や原材料の製造流
通業者、設計者による労災防止措置の努力
義務、第 項：建設工事の注文者等の安全
衛生に係る施工方法・工期等についての配
慮義務）により、労災防止のための最低基
準のみならず、労働安全・健康の確保を要
請され、機械器具その他の設備による危険
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で重量は約 あった ）を作業床
の高さまで引き揚げ、下部を押し広げてプ
ロペラシャフトにはめ込もうとしたが十分
に開かず奏功しなかった。そこで は、
（おそらくは）ジャッキ受けを つに分け
て別個にシャックルを用いてつり上げ、左
右からプロペラシャフトを挟み込んで固定
する方法を考え、 にシャックルを つ取
りに行かせたところで亡 らが現場に戻
り、作業を引き継いだ。この際、従前の作
業経過や安全上の注意は行わなかった。

の は、 ら現場作業員に安全帯を
使用させておらず、また、本件作業足場に
は、足場とプロペラの間等に落下危険のあ
る開口部があったが、覆い、囲い、防壁等

図を入手できていないので推測になる
が、プロペラを取り付けるためプロペラシ
ャフトの円周に沿って取り付けられるジャ
ッキの反力を受け止めるために、プロペラ
シャフトに取り付けられる円筒形の治具
（ジグ：対象物を固定させるもの）と思わ
れる。軸方向に２つに分かれるようになっ
ており、接続部はボルトによって固定され
る構造で、おそらくこのボルトを締め付け
ることによってプロペラシャフトに、仮に
／永続的に固定するようになっている造船
用の専門的器具であろう。あくまで推測だ
が、本件災害は、プロペラシャフトにジャ
ッキ受けを取り付ける作業を、上部をボル
トで軽く接続した状態で、下部のボルトを
外してプロペラシャフトに取り付けるとい
う、誤った（無理な）手順で行ったため、
ジャッキ受けの片方の部品が破損して全部
が落下し、その重量から作業床を破壊して
起きたものと察せられる。

は設けられていなかった。 の本件補修
作業担当者は、彼らが安全帯を付けずにこ
うした危険な方法で作業しているのを現認
したが、何ら指示や注意はしなかった。
シャックル引き取りを から引き継いだ
がそれを持参して現場に戻ると、亡

と が、 と同じ方法でのはめ込みを試
みていて、シャックルを使おうとしなかっ
た。そのまま作業を続け、亡 らが作業
床から約 上がったジャッキ受けの下部
を押し広げてプロペラシャフトにはめ込も
うとしたところ、ジャッキ受けの上部接続
部のボルトが折損（せっそん）し、ジャッ
キ受けが割れて作業床に落下したため足場
板が破損し、その上にいた亡 が約
下の渠底に転落し、脳挫傷で死亡した。
そこで、遺族の らが、 の安全配慮

義務違反（安衛則第 条第 項違反等に
よる）と の不法行為（安衛法第 条
第 項所定の特定元方事業者に該当するの
に、安全上万全の措置を講じなかったこと
による）を根拠に、賠償請求した。

【判旨～ ら請求認容～】
ア の責任
事業者は、労基法第 条（安全衛生に

関する定めの安衛法への委任）、安衛法第
条（第 項：最低基準を超えた労働者の

安全・健康の確保、国の労災防止施策への
協力、第 項：機械器具や原材料の製造流
通業者、設計者による労災防止措置の努力
義務、第 項：建設工事の注文者等の安全
衛生に係る施工方法・工期等についての配
慮義務）により、労災防止のための最低基
準のみならず、労働安全・健康の確保を要
請され、機械器具その他の設備による危険
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防止措置を課されている（安衛法第 条
第 項第 号）。たしかに、本件作業に際
して、ジャッキ受けをプロペラシャフトに
はめ込む際の安全作業手順を指示する作為
義務までは認められないだろうが、 の
現場責任者の は、自身でやってみてう
まくいかなかったジャッキ受けのプロペラ
シャフトへのセットを、その作業を初めて
行う亡 に交替させる際に、操作方法を
誤り、ジャッキ受けの重量、高所作業、夜
間の作業等の条件から、作業足場から墜落
するリスクは予想できたはずだし、 の
責任者であって、作業手順を指示し得る立
場にあったはずなので、条理上、作業手順
を示して災害発生を未然防止すべきだった。
また、本件足場は高さ の作業床で、

墜落危険のある開口部があって、囲いの設
置が著しく困難だったこと等から、安衛則
第 条により、足場にかかる開口部に転
落防止用ネットを張るか、亡 らに安全
帯（命綱）を使用させる義務があった（
らも、その義務の存在自体は争っていな
い）が、それらを怠って本件災害を発生さ
せたので、雇用契約上の安全配慮義務違反
に当たる。

イ の責任
自身が船舶建造等を業とする会社で、そ

の構内での補修作業の一部を に請け負
わせていた以上、 は、安衛法第 条に
いう特定元方事業者に該当する。そして、
その構内でその作業床を使用させて、請負
人 の労働者に作業させていた以上、
について述べたのと同様の理由から、足場
にかかる開口部に転落防止用ネットを張る
か、亡 らに安全帯（命綱）を使用させ

るか、 やその作業員に当該措置を講じ
るよう指導、監督する義務があったが、そ
れらを怠って本件災害を発生させたので、
不法行為責任を負う。

ウ アイに関する らの主張について
らは、 や に安衛法第 条違反

があったことは争わないが、民事上の過失
責任は別問題であり、本件災害は、同条を
遵守していても発生したので、 らに過失
責任はないと主張するが、本件災害は、も
ともとあった開口部が足場の折損に伴って
更に拡張して生じたものだし、同条所定の
措置（転落防止用ネット張りや安全帯の使
用させ）を講じていれば防止できたことが
明らかである。 らは、日頃から安全帯の
着用を指導し、本件作業現場近くに安全帯
を備えていたというが、同条が求める措置
は、「現実的かつ実効」的なものでなけれ
ばならないので、失当である。

エ 過失相殺
亡 が に匹敵する指導者の地位にあ

ったとも、 の指示に反して作業したと
も言えないが、現場の作業床の開口部を認
識していたこと、そのような場所で適当か
不明な方法で重量のあるジャッキ受けのは
めこみ作業をしていた以上、他の方法を検
討せず、容易に使用できる安全帯を使用し
なかったこと等が本件災害の一員となった
こと等から、過失割合は 対 とみるのが
相当である。

【判決から汲み取り得る示唆】
そもそも、法第 条については、同法

所定の特定元方事業者に該当するか否かが
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争われるケースが多いことが窺われる。
本判決の法解釈について言えば、まず、

安衛法第 条や第 条をもって、公法
（監督取締法）上、機械器具に関する事業
者の安全健康上の確保措置義務を広く認め
ている点が特徴的である。すなわち、法第

条によって義務内容の具体化が省令に
委ねられたにもかかわらず、それを超えて、
安衛法上の一般的な安全健康確保措置義務
を認めている。たしかに、法定外の作業手
順の指示まで一般的には義務づけられない
としているが、公法である安衛法上、省令
の定めを超えた措置義務があるとし、本件
の事情下では、条理上、安全な作業手順の
指示が求められたとしている。これは、監
督取締法上の義務を意味していると思われ
る。
また、より重要なのは、 につき、法

第 条所定の特定元方事業者に当たると
したうえで、被災者の直接の雇用主である

と同様に、安衛則第 条所定の措置
義務を負うとしている点である。おそらく
法第 条（元方事業者による関係請負人
等の安衛法令遵守の指導・指示義務）を意
識して、直接講じるのではなく、 らに
当該措置を講じるよう指導する選択肢も認
めているが、安衛法上の義務として、明ら
かに直接履行する義務を述べている。民事
上の安全配慮義務ないし注意義務の内容と
いうなら分かるが（そう理解できないでも
ないが）、素直に読めば、監督取締法とし
ての安衛法上の義務としているので、かな
り広い解釈である。
もっとも、担当判事が、安衛法や、同法

と民事過失責任の関係について正確に理解
していたか、やや疑問がある。

第 条の

条文
（店社安全衛生管理者）

第十五条の三 建設業に属する事業の元
方事業者は、その労働者及び関係請負
人の労働者が一の場所（これらの労働
者の数が厚生労働省令で定める数未満
である場所及び第十五条第一項又は第
三項の規定により統括安全衛生責任者
を選任しなければならない場所を除
く。）において作業を行うときは、当
該場所において行われる仕事に係る請
負契約を締結している事業場ごとに、
これらの労働者の作業が同一の場所で
行われることによつて生ずる労働災害
を防止するため、厚生労働省令で定め
る資格を有する者のうちから、厚生労
働省令で定めるところにより、店社安
全衛生管理者を選任し、その者に、当
該事業場で締結している当該請負契約
に係る仕事を行う場所における第三十
条第一項各号の事項を担当する者に対
する指導その他厚生労働省令で定める
事項を行わせなければならない。

２ 第三十条第四項（＊統括安全衛生管
理義務者が混在作業の行われる一の場
所で関係契約のもとで就労するすべて
の労働者の統括管理を行うべきこと）
の場合において、同項のすべての労働
者の数が厚生労働省令で定める数以上
であるとき（第十五条第一項又は第三
項の規定により統括安全衛生責任者を
選任しなければならないときを除
く。）は、当該指名された事業者で建
設業に属する事業の仕事を行うもの
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争われるケースが多いことが窺われる。
本判決の法解釈について言えば、まず、

安衛法第 条や第 条をもって、公法
（監督取締法）上、機械器具に関する事業
者の安全健康上の確保措置義務を広く認め
ている点が特徴的である。すなわち、法第

条によって義務内容の具体化が省令に
委ねられたにもかかわらず、それを超えて、
安衛法上の一般的な安全健康確保措置義務
を認めている。たしかに、法定外の作業手
順の指示まで一般的には義務づけられない
としているが、公法である安衛法上、省令
の定めを超えた措置義務があるとし、本件
の事情下では、条理上、安全な作業手順の
指示が求められたとしている。これは、監
督取締法上の義務を意味していると思われ
る。
また、より重要なのは、 につき、法

第 条所定の特定元方事業者に当たると
したうえで、被災者の直接の雇用主である

と同様に、安衛則第 条所定の措置
義務を負うとしている点である。おそらく
法第 条（元方事業者による関係請負人
等の安衛法令遵守の指導・指示義務）を意
識して、直接講じるのではなく、 らに
当該措置を講じるよう指導する選択肢も認
めているが、安衛法上の義務として、明ら
かに直接履行する義務を述べている。民事
上の安全配慮義務ないし注意義務の内容と
いうなら分かるが（そう理解できないでも
ないが）、素直に読めば、監督取締法とし
ての安衛法上の義務としているので、かな
り広い解釈である。
もっとも、担当判事が、安衛法や、同法

と民事過失責任の関係について正確に理解
していたか、やや疑問がある。

第 条の

条文
（店社安全衛生管理者）

第十五条の三 建設業に属する事業の元
方事業者は、その労働者及び関係請負
人の労働者が一の場所（これらの労働
者の数が厚生労働省令で定める数未満
である場所及び第十五条第一項又は第
三項の規定により統括安全衛生責任者
を選任しなければならない場所を除
く。）において作業を行うときは、当
該場所において行われる仕事に係る請
負契約を締結している事業場ごとに、
これらの労働者の作業が同一の場所で
行われることによつて生ずる労働災害
を防止するため、厚生労働省令で定め
る資格を有する者のうちから、厚生労
働省令で定めるところにより、店社安
全衛生管理者を選任し、その者に、当
該事業場で締結している当該請負契約
に係る仕事を行う場所における第三十
条第一項各号の事項を担当する者に対
する指導その他厚生労働省令で定める
事項を行わせなければならない。

２ 第三十条第四項（＊統括安全衛生管
理義務者が混在作業の行われる一の場
所で関係契約のもとで就労するすべて
の労働者の統括管理を行うべきこと）
の場合において、同項のすべての労働
者の数が厚生労働省令で定める数以上
であるとき（第十五条第一項又は第三
項の規定により統括安全衛生責任者を
選任しなければならないときを除
く。）は、当該指名された事業者で建
設業に属する事業の仕事を行うもの
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は、当該場所において行われる仕事に
係る請負契約を締結している事業場ご
とに、これらの労働者に関し、これら
の労働者の作業が同一の場所で行われ
ることによつて生ずる労働災害を防止
するため、厚生労働省令で定める資格
を有する者のうちから、厚生労働省令
で定めるところにより、店社安全衛生
管理者を選任し、その者に、当該事業
場で締結している当該請負契約に係る
仕事を行う場所における第三十条第一
項各号の事項を担当する者に対する指
導その他厚生労働省令で定める事項を
行わせなければならない。この場合に
おいては、当該指名された事業者及び
当該指名された事業者以外の事業者

については、前項の規定は適用しな
い。

趣旨と内容
趣旨

本条は、法第 条、第 条の に基づ
く統括管理体制が構築されない中小規模の
建設現場において、それに準じる管理体制
を構築させるために設けられた。
すなわち、一の場所で就労する自身と関

この文言（「当該指名された事業者及
び」）が盛り込まれたのは、指名を受けた
者による第 項の措置義務は、法形式的に
は第 項（実質的には第 ・ 項）により
新たに創設されたため、前者を排除する必
要があると解されたことによる。別の条規
における同様の文言についても同じである
（畠中信夫氏のご教示による）。

係請負人の労働者数が原則として 人未
満 人以上で、従って、法第 条所定の
統括安全衛生責任者や第 条の 所定の
元方安全衛生管理者の選任義務は生じない
が、災害が多発していた中小規模建設現場
を対象として（すなわち、現段階では建設
業に限られる）、法第 条や第 条の
に準じる統括安全衛生管理体制として、当
該現場を管理するゼネコン（本条の名宛人
である建設業元方事業者）の支店等（店
社）に安全衛生管理者を選任させ、現場所
長、安全担当者（基本的に措置義務者であ
る一次下請以下を想定している）の指導や
管理に当たらせることとしたものであり
（従って、措置義務者はあくまで一次下請
以下であり、自ら措置する義務を負うわけ
ではない）、平成 年の法改正（平成 年
法律第 号）で新設された（図 （混在
作業現場における統括安全衛生管理体制
③）、図 （店社安全衛生管理者）を参
照されたい）。
第 項は、第 項の適用条件下で、発注

者等（自身も仕事の一部を行う建設業元方
事業者を除く）から仕事が分割発注された
場合に、法第 条第 項及び第 項に倣
い、店社安全衛生管理者の選任義務者を発
注者等が指名すべきことを定めたものであ
る。
平成 年に公表された中央労働基準審議

会建議「労働者の安全と健康の確保のため
の対策の推進について」（平成 年 月

日発表）は、建設業における中小規模
現場での労災防止対策のための安全衛生管
理体制の充実化の一環として、本制度の趣
旨を以下のように示している。
ア ～ 人規模の小規模建設工事現
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場の元方事業者は、当該現場を管理してい
る店社に店社安全衛生管理者を選任すべき
こと、この場合、 現場程度ごとに 人
を選任すべきこと 、
イ 店社安全衛生管理者の職務は、安衛

法第 条第 項各号の事項の確実な実施
のための指導監督であり、①毎月 回以上
の現場巡視、②現場状況の把握、③協議組
織への参加、④工程や機械設備の配置等に
関する計画の審査等を行うべきこと、
ウ 店社安全衛生管理者の資格要件は元

方安全衛生管理者と同等とすること、
エ 安衛則第 条所定の特定元方事業

者による一の場所における混在作業の開始
時の（労基署長への）報告で店社安全衛生
管理者の氏名を報告すべきこと 、
オ 新任店社安全衛生管理者らへの研修、

相談実施等の支援を行うべきこと。
ここから、この制度は、当初は統括安全

衛生責任者制度等の拡充が考えられていた
規模を含め、中小規模建設工事現場で、な
るべくそれに近い統括安全衛生管理制度の
実現を図ろうとしたものと言える。

その前提として、 人以上の中規模建
設現場については、統括安全衛生責任者等
による統括管理の必要な現場の規模を現在
の 人以上から拡大し、統括安全衛生責
任者等の職務は 人以上と同じにするよ
う示唆している。
現行安衛則第 条第 項第 号にそ

の旨の定めがある。

（畠中前掲書（ 年（令和元年））
頁）

内容
本条にいう「当該場所において行われる

仕事に係る請負契約を締結している事業
場」とは、まさに、「一の場所」として混
在作業が行われ、統括管理にふさわしい中
小規模建設現場を管理するゼネコンの支店
等（店社：現場より一段上の事業場レベル
）を意味し、本条は、そこに準統括管理

体制を構築させようとしたものである 。
準統括管理体制の構築という目的を果たせ
れば良いので、元方事業者が自主的に統括
安全衛生管理体制を構築している場合はも
ちろん（安衛則第 条の 第 項）、一
の場所での建設工事に関係する請負契約を
締結している店社以外の店社が現場の監督、
指導を行っている場合にもそれで足りる

畠中前掲書（ 年（令和元年））
頁。
労働調査会出版局編著（ 年（平成
年）） 頁。
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場の元方事業者は、当該現場を管理してい
る店社に店社安全衛生管理者を選任すべき
こと、この場合、 現場程度ごとに 人
を選任すべきこと 、
イ 店社安全衛生管理者の職務は、安衛

法第 条第 項各号の事項の確実な実施
のための指導監督であり、①毎月 回以上
の現場巡視、②現場状況の把握、③協議組
織への参加、④工程や機械設備の配置等に
関する計画の審査等を行うべきこと、
ウ 店社安全衛生管理者の資格要件は元

方安全衛生管理者と同等とすること、
エ 安衛則第 条所定の特定元方事業

者による一の場所における混在作業の開始
時の（労基署長への）報告で店社安全衛生
管理者の氏名を報告すべきこと 、
オ 新任店社安全衛生管理者らへの研修、

相談実施等の支援を行うべきこと。
ここから、この制度は、当初は統括安全

衛生責任者制度等の拡充が考えられていた
規模を含め、中小規模建設工事現場で、な
るべくそれに近い統括安全衛生管理制度の
実現を図ろうとしたものと言える。

その前提として、 人以上の中規模建
設現場については、統括安全衛生責任者等
による統括管理の必要な現場の規模を現在
の 人以上から拡大し、統括安全衛生責
任者等の職務は 人以上と同じにするよ
う示唆している。
現行安衛則第 条第 項第 号にそ

の旨の定めがある。

（畠中前掲書（ 年（令和元年））
頁）

内容
本条にいう「当該場所において行われる

仕事に係る請負契約を締結している事業
場」とは、まさに、「一の場所」として混
在作業が行われ、統括管理にふさわしい中
小規模建設現場を管理するゼネコンの支店
等（店社：現場より一段上の事業場レベル
）を意味し、本条は、そこに準統括管理

体制を構築させようとしたものである 。
準統括管理体制の構築という目的を果たせ
れば良いので、元方事業者が自主的に統括
安全衛生管理体制を構築している場合はも
ちろん（安衛則第 条の 第 項）、一
の場所での建設工事に関係する請負契約を
締結している店社以外の店社が現場の監督、
指導を行っている場合にもそれで足りる

畠中前掲書（ 年（令和元年））
頁。
労働調査会出版局編著（ 年（平成
年）） 頁。
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（平成 年 月 日基発第 号）。
もっとも、事業場は法人とは限らないの

で、契約の主体になれない場合もあり得る。
よって、法人が契約主体である場合、ここ
で「請負契約を締結している事業場」とは、
「請負契約を締結した法人において当該場
所の仕事を管理、指導を担当している事業
場」と解すべきだろう。平成 年通達によ
って別途配置が認められる店社とは、そう
した法人以外の法人や個人事業主が運営す
る事業場であって、当該「一の場所」での
建設工事の管理、指導を担当しているとこ
ろと理解できる。よって、元方事業者以外
の下請事業者や純粋な発注者等も該当し得
ると解される。
対象となる建設工事現場は、安衛則第
条の に定められており、混在作業が

行われる一の場所で就労する自身と関係請
負人の労働者数が 人（ずい道等や橋梁
の建設や圧気工法作業を行う仕事（以下、
本条（法第 条の ）の解説において
「ずい道建設作業等」という）の場合
人以上。安衛法施行令第 条）に満たず、
従って、法第 条所定の統括安全衛生責
任者や第 条の 所定の元方安全衛生管
理者の選任義務は生じないが、災害が多発
していた労働者数 人以上（ずい道建設
作業等では 人未満、鉄骨造り又は鉄骨
鉄筋コンクリート造りの建設工事（以下、
本条の解説において「鉄骨造り建設作業
等」という）では 人未満（店社安全衛
生管理者の選任義務が生じるのはこの 者
に限られる））の中小規模の建設現場であ
る（【図 （混在作業現場における統括
安全衛生管理体制③）】、【図 （店社
安全衛生管理者）】を参照されたい）。

第 項は、発注者等（発注者と一の場所
の仕事の全部を請け負った元請）により建
設業の仕事が分割発注された場合の、いわ
ば準統括安全衛生管理義務者の指名を定め
ている。すなわち、分割発注により建設業
元方事業者が複数生じ、仮に一の場所の労
働者数が原則として 人以上なら、法第

条第 項及び第 項により、統括安全
衛生管理義務者が指名されるべきこととな
る場合であって、なおかつ、一の場所の労
働者数が、第 項により建設業元方事業者
が店社安全衛生管理者を選任すべき要件に
該当する場合（ 人以上）につき、第
項所定の店社安全衛生管理者の選任義務者
を当該仕事の発注者らが指名すべきことを
定めたものである。
この指名がなされ、被指名事業者（建設

業元方事業者）が店社安全衛生管理者を選
任して所定業務を行わせた場合、それ以外
の請負人が選任義務を負わないこと（本条
第 項第 文。統括安全衛生管理義務者の
場合、法第 条第 項）、店社安全衛生
管理者が職務を行えない場合の代理者の選
任の必要性（安衛則第 条）も、統括安
全衛生管理義務者らと変わらない。もっと
も、統括安全衛生管理義務者の場合とは異
なり、指名がなされない場合の労基署長に
よる指名制度（統括安全衛生管理義務者の
場合、法第 条第 項）は定められてい
ない。
店社安全衛生管理者一人あたりの対象現

場数は法定されていないが、毎月 回の巡
視等の確保の見地から、 現場程度とす
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べきとの見解がある 。統括安全衛生責任
者一人あたりの対象現場数も法定されてい
ないが、現場規模がより大きく、建設現場
ならば元方安全衛生管理者を指揮する必要
があること等から、その半数程度とすべき
と思われる。
店社安全衛生管理者の資格要件は、本制

度の基礎である中央労働基準審議会の建議
が示唆していた通り、安衛則第 条の
において、元方安全衛生管理者のそれとほ
ぼ同等に設定されている（ただし、担当す
る現場が元方安全衛生管理者より小さいの
で、それより若干簡単に設定されている）。
両者を比較対照すると以下のようになる。

元方安全衛
生管理者
（安衛則第
条の ）

店社安全衛
生管理者
（安衛則第
条の ）

大卒等 ① 「 大 学
等」の
②「理科系
課程」を修
了して卒業
後、
③「 年以
上」
④「建設工
事の安全衛

②は不要か
つ学士と同
等以上と認
められた者
や専門職大
学前期課程
修了者を含
むほか、同
左
（第 号））

労働調査会出版局編著（ 年（平成
年）） 頁。前掲の通り、この見解の

嚆矢は、本条の骨格ないし趣旨を示してい
た平成 年の中央労働基準審議会の建議で
ある。

生実務」に
従事
（第 号）

高卒等 ②④は同上
で、③が
年以上とな
る
（第 号）

②は不要か
つ高卒等と
同等と認め
られた者を
含むほか、
同左
（第 号）

学歴を問わ
ない場合

③が 年以
上
（第 号）

学歴での課
程が理科系
統以外の場
合
（その他厚
生労働大臣
が 定 め る
者）

②が理科系
統以外の場
合、③が
年以上、
②が理科系
統以外で①
が高校等の
場合、③が
年以上

（第 号、
昭和 年労
働省告示第
号）

現段階で大
臣による指
定は見当た
らない
（第 号）

＊店社安全衛生管理者の資格要件としての
実務経験は、行政解釈上、店社に籍を持っ
て現場巡視等を行い、現場の「安全衛生管
理について指導」した経験を含むとされて
いる（平成 年 月 日基発第 号）。

その職務も元方安全衛生管理者のそれと
似ており（安衛則第 条の ）、法第
条第 項所定の統括管理事項（協議組織の
設置運営、作業間の連絡調整、作業場所の
巡視、関係請負人による安全衛生教育の指
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べきとの見解がある 。統括安全衛生責任
者一人あたりの対象現場数も法定されてい
ないが、現場規模がより大きく、建設現場
ならば元方安全衛生管理者を指揮する必要
があること等から、その半数程度とすべき
と思われる。
店社安全衛生管理者の資格要件は、本制

度の基礎である中央労働基準審議会の建議
が示唆していた通り、安衛則第 条の
において、元方安全衛生管理者のそれとほ
ぼ同等に設定されている（ただし、担当す
る現場が元方安全衛生管理者より小さいの
で、それより若干簡単に設定されている）。
両者を比較対照すると以下のようになる。

元方安全衛
生管理者
（安衛則第
条の ）

店社安全衛
生管理者
（安衛則第
条の ）

大卒等 ① 「 大 学
等」の
②「理科系
課程」を修
了して卒業
後、
③「 年以
上」
④「建設工
事の安全衛

②は不要か
つ学士と同
等以上と認
められた者
や専門職大
学前期課程
修了者を含
むほか、同
左
（第 号））

労働調査会出版局編著（ 年（平成
年）） 頁。前掲の通り、この見解の

嚆矢は、本条の骨格ないし趣旨を示してい
た平成 年の中央労働基準審議会の建議で
ある。

生実務」に
従事
（第 号）

高卒等 ②④は同上
で、③が
年以上とな
る
（第 号）

②は不要か
つ高卒等と
同等と認め
られた者を
含むほか、
同左
（第 号）

学歴を問わ
ない場合

③が 年以
上
（第 号）

学歴での課
程が理科系
統以外の場
合
（その他厚
生労働大臣
が 定 め る
者）

②が理科系
統以外の場
合、③が
年以上、
②が理科系
統以外で①
が高校等の
場合、③が
年以上

（第 号、
昭和 年労
働省告示第
号）

現段階で大
臣による指
定は見当た
らない
（第 号）

＊店社安全衛生管理者の資格要件としての
実務経験は、行政解釈上、店社に籍を持っ
て現場巡視等を行い、現場の「安全衛生管
理について指導」した経験を含むとされて
いる（平成 年 月 日基発第 号）。

その職務も元方安全衛生管理者のそれと
似ており（安衛則第 条の ）、法第
条第 項所定の統括管理事項（協議組織の
設置運営、作業間の連絡調整、作業場所の
巡視、関係請負人による安全衛生教育の指
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導・支援等）に関わるが、店社安全衛生管
理者の場合、自身が実施するのではなく、
以下の図の通り、その担当者（現場所長、
工事主任、専任の安全担当者等）を指導す
ることとされている。

（労働調査会出版局編著（ 年（平成
年）） 頁）

安衛則第 条の は、概ね中央労働基
準審議会の建議通り、①現場巡視、②現場
状況の把握、③協議組織への参加、④工程
や機械設備の配置等に関する計画の審査等
の管理指導的な業務を定めている。平成
年 月 日基発第 号は、①は毎月
回以上とすべきこと、ただし、時機、間隔
共に工事の状況に応じて労災防止上の必要
から決定されるべきであり、必ずしも毎月
回以上である必要はないこと、②は各工

事の進捗状況等の把握を意味すること等を

示している。また、③では、店社安全衛生
管理者が複数の建設現場に割り当てられる
ことを前提に、重要な工程に着手する時期
等にできるだけ参加すること、④は、そう
した計画が適正に作成されているかを確認
することが求められる 。
店社安全衛生管理者の場合、元方安全衛

生管理者の場合（安衛則第 条の ）と
異なり、事業者がその職務に必要な権限を
付与すべき旨は定められていない。法第

条の 第 項のような規定（労基署長
による増員・解任命令）もない（もっとも、
発動の基準が厳しく、実際に殆ど運用され
ていないと思われることは、前述の通りで
ある）。「準」統括管理の役割であること
に加え、そもそも自身による実施ではなく
指導監督の役割であることも影響したと思
われる。

関係規定
条文解説に挙示した安衛則の規定以外に

は特になし。

運用
適用の実際

森山誠也監督官によれば、そもそも、第
条及び第 条の適用対象となる作業場

は限られているため、監督業務上、本条違
反が認められる建設現場もさほど多くない
という。

労働調査会出版局編著（ 年（平成
年）） 頁。
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関係判例
・特に見当たらなかった。

第 条

条文
（安全衛生責任者）

第十六条 第十五条第一項又は第三項の
場合において、これらの規定により統
括安全衛生責任者を選任すべき事業者
以外の請負人で、当該仕事を自ら行う
ものは、安全衛生責任者を選任し、そ
の者に統括安全衛生責任者との連絡そ
の他の厚生労働省令で定める事項を行
わせなければならない。

２ 前項の規定により安全衛生責任者を
選任した請負人は、同項の事業者に対
し、遅滞なく、その旨を通報しなけれ
ばならない。

趣旨と内容
趣旨

本条は、混在作業における統括管理体制
の確実を期すため、統括安全衛生責任者を
選任すべき元方事業者より後次の関係請負
人（であって自ら仕事を行う者）に安全衛
生責任者を選任させ、統括安全衛生責任者
が示した方針（指示・連絡）を自身の属す
る事業の労働者らに伝達すると共に、それ
より後次の関係請負人の安全衛生責任者を
通じて、同人やその労働者らに伝達し、協
調させようとした規定である（【図
（統括安全衛生責任者と安全衛生責任
者）】を参照されたい）。
すなわち、多くの事業者数があって、激

しい動きをとりがちな混在作業現場で、統
括安全衛生責任者や元方安全衛生管理者の

みに統括管理を委ねることが難しい実態を
踏まえ、実質的に、元方事業者と関係請負
人の安全衛生管理上の連携を図る要素の制
度化を図った規定である。元より、安衛法
は基本的には各事業者に安全管理義務を課
しているから、同人に連携担当者を選任さ
せ、各事業者ごとの安全管理業務を行わせ
るのは当然とも言える。
法第 条の 所定の元方安全衛生管理

者は、基本的には統括安全衛生責任者と同
じ事業に所属し、その指揮下で統括管理事
項を管理ないし担当することが想定された
存在だが、本条所定の安全衛生責任者は、
彼／彼女らが所属する事業より後次の関係
請負人によって選任され、両者の指示を受
けることが想定された存在である。

内容
本条は、安全衛生責任者の選任要件を特

定元方事業者により統括安全衛生責任者が
選任されるべき場合とし（法第 条第
項、第 項）、名宛人を当該特定元方事業
者以外の請負人（それより後次の関係請負
人）で自ら仕事を行う者 としたうえ（本
条第 項）、安全衛生責任者を選任した請
負人に、統括安全衛生責任者を選任した特
定元方事業者に、遅滞なくその旨を通報す
るよう義務づけている（本条第 項）。ま
た、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛
生管理者、統括安全衛生責任者、元方安全
衛生管理者、店社安全衛生管理者と同様に、

これは、仕事に関する事情、リスクに
関する情報と対応法を知ることを定式化し
た要件と解される。
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関係判例
・特に見当たらなかった。

第 条

条文
（安全衛生責任者）

第十六条 第十五条第一項又は第三項の
場合において、これらの規定により統
括安全衛生責任者を選任すべき事業者
以外の請負人で、当該仕事を自ら行う
ものは、安全衛生責任者を選任し、そ
の者に統括安全衛生責任者との連絡そ
の他の厚生労働省令で定める事項を行
わせなければならない。

２ 前項の規定により安全衛生責任者を
選任した請負人は、同項の事業者に対
し、遅滞なく、その旨を通報しなけれ
ばならない。

趣旨と内容
趣旨

本条は、混在作業における統括管理体制
の確実を期すため、統括安全衛生責任者を
選任すべき元方事業者より後次の関係請負
人（であって自ら仕事を行う者）に安全衛
生責任者を選任させ、統括安全衛生責任者
が示した方針（指示・連絡）を自身の属す
る事業の労働者らに伝達すると共に、それ
より後次の関係請負人の安全衛生責任者を
通じて、同人やその労働者らに伝達し、協
調させようとした規定である（【図
（統括安全衛生責任者と安全衛生責任
者）】を参照されたい）。
すなわち、多くの事業者数があって、激

しい動きをとりがちな混在作業現場で、統
括安全衛生責任者や元方安全衛生管理者の

みに統括管理を委ねることが難しい実態を
踏まえ、実質的に、元方事業者と関係請負
人の安全衛生管理上の連携を図る要素の制
度化を図った規定である。元より、安衛法
は基本的には各事業者に安全管理義務を課
しているから、同人に連携担当者を選任さ
せ、各事業者ごとの安全管理業務を行わせ
るのは当然とも言える。
法第 条の 所定の元方安全衛生管理

者は、基本的には統括安全衛生責任者と同
じ事業に所属し、その指揮下で統括管理事
項を管理ないし担当することが想定された
存在だが、本条所定の安全衛生責任者は、
彼／彼女らが所属する事業より後次の関係
請負人によって選任され、両者の指示を受
けることが想定された存在である。

内容
本条は、安全衛生責任者の選任要件を特

定元方事業者により統括安全衛生責任者が
選任されるべき場合とし（法第 条第
項、第 項）、名宛人を当該特定元方事業
者以外の請負人（それより後次の関係請負
人）で自ら仕事を行う者 としたうえ（本
条第 項）、安全衛生責任者を選任した請
負人に、統括安全衛生責任者を選任した特
定元方事業者に、遅滞なくその旨を通報す
るよう義務づけている（本条第 項）。ま
た、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛
生管理者、統括安全衛生責任者、元方安全
衛生管理者、店社安全衛生管理者と同様に、

これは、仕事に関する事情、リスクに
関する情報と対応法を知ることを定式化し
た要件と解される。
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被選任者が職務を行えない場合の代理者の
選任義務も定めている（本条第 項）。
職務は安衛則第 条関係に以下のよう

に定められている。
・統括安全衛生責任者との連絡（第

号）
・同人から連絡を受けた事項の関係者へ

の連絡（第 号）
・当該事項のうち当該請負人に係るもの

の「実施についての管理」（第 号）
・当該請負人による作業実施計画の作成

場面での特定元方事業者が作成する計画と
の統括安全衛生責任者を通じた調整（第
号）
・当該一の場所における混在作業による

労災リスク全般の確認（第 号）
・当該請負人より後次の請負人の安全衛

生責任者との作業上の連絡調整（第 号）
このうち、第 号の「実施についての管

理」には、統括安全衛生責任者から連絡を
受けた事項を自ら実施することも含まれる。
第 号の当該請負人が作成する計画には、
以下の計画や作業方法等が該当する。

車両系建設機械を用いた作業の際に、
転落等の防止のため、地形等を調査し、そ
れに基づき策定すべき計画（安衛則第
条）

ずい道等の掘削作業の際に、落盤等の
危険防止のため、地山の形状等を調査し、
それに基づき策定すべき計画（安衛則第

条）
橋梁の上部構造のうち金属製部材で

構成される一定規模以上のものの架設、解
体等の作業に際して策定すべき計画（安衛
則第 条の ）

橋梁の上部構造のうちコンクリートで

更生される一定規模以上のものの架設、解
体等の作業に際して策定すべき計画（安衛
則第 条の ）

移動式クレーンの転倒等による危険防
止のための、場所の広さ、地形、クレーン
の性能等の調査とそれに基づき決定すべき
作業方法等（クレーン則第 条の 第
項）
第 号所定のリスクの確認は、作業前の

ミーティングで労働者から意見を聞く等の
方法でも構わない（平成 年 月 日基
発第 号）。
これらの要素は、まさに、統括安全衛生

責任者が示した方針（指示・連絡）を自身
の属する事業の労働者らに伝達すると共に、
それより後次の関係請負人の安全衛生責任
者を通じて、同人やその労働者らに伝達し、
協調させることである。確かに、法定職務
には、当該一の場所での混在作業による労
災リスク全般を確認することも含まれてい
るが、これは統括安全衛生責任者に成り代
わることまで求める趣旨ではなく、同人が
発信する情報を的確に把握すると共に、
関係請負人の代理／代行者の視点で認識し
たことを当該請負人や統括安全衛生責任者
等の関係者に伝えることにとどまると解さ
れる。

関係規定
・特になし。

運用
適用の実際

森山誠也監督官によれば、そもそも、第
条及び第 条の適用対象となる作業場

は限られているため、監督業務上、本条違
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反が認められる建設現場もさほど多くない
という。

関係判例
）刑事事件
ある会社から土木建設工事を請け負った

業者の安全衛生責任者兼職長と、同じ会社
から土工工事業を請負った会社の代表取締
役で、前者の指揮を受けていた者が、必要
な防火措置を怠って、建設中の建物の地下
階で、ガス切断器による溶断作業を行った
ため、その炎等が吹き付けられたウレタン
フォームに引火して火災を生じ、死者 名、
重軽傷者 名の災害を引き起こしたとし
て、後者が代表取締役を務める会社とあわ
せて業務上過失致死傷、安衛法違反等で起
訴され、自然人につき執行猶予付き禁固刑、
法人につき罰金刑が科された例（東京地立
川支判令和 年 月 日 ジ
ャパン）

【事実の概要】
被告人 は、 社からビル新築工事そ

のものを請け負った 社に勤務し、構台解
体等の安全衛生責任者兼職長として、社内
外の作業員らの指揮、安全管理等に従事し
ていた。被告人 は、 社から当該ビル
新築工事に伴う構台解体等のみを請け負っ
た被告会社 の代表取締役であり、 の
指揮下で就業していた。
新築工事中のビル（本件建物）は、おそ

らく地下 階構造で、最下階には建物を地
震の揺れから守る免震装置が設置されてい
た（図参照）。

は、本件建物地下 階で、おそらく
本件建物に残されていた構台杭（構台を支

える杭）のガス切断器による溶断を、免震
階にいる に指示したが、免震階天井等
に引火し易いウレタンフォームが吹き付け
られているのを認識しながら、防火のため
の養生も火番もせずに作業に当たらせ、ま
た、自ら免震階に降りた後も、養生や火番
をせずに他作業に従事していた。 も、
当該引火の危険を認識しながら（：ウレタ
ンフォームの除去も養生もされていないこ
とを認識しつつ、）、 への遠慮と考え
の安易さから、養生等の防火措置を に
求めることも自ら実施することもせず、溶
断を行った。
その結果、溶断作業によるガス切断機の

炎が本件建物免震階天井に吹き付けられた
ウレタンフォームに引火し、本件建物の免
震階、地下 階、同 階を焼損し、 名の
死亡者と 名の重軽傷者を生ぜしめた。

【図】

（株式会社マテリアルリサーチの サ
イト ，
最終閲覧日： 年 月 日）

【判旨～起訴された罪状につき各被告人と
も有罪～】
ア について
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反が認められる建設現場もさほど多くない
という。

関係判例
）刑事事件
ある会社から土木建設工事を請け負った

業者の安全衛生責任者兼職長と、同じ会社
から土工工事業を請負った会社の代表取締
役で、前者の指揮を受けていた者が、必要
な防火措置を怠って、建設中の建物の地下
階で、ガス切断器による溶断作業を行った
ため、その炎等が吹き付けられたウレタン
フォームに引火して火災を生じ、死者 名、
重軽傷者 名の災害を引き起こしたとし
て、後者が代表取締役を務める会社とあわ
せて業務上過失致死傷、安衛法違反等で起
訴され、自然人につき執行猶予付き禁固刑、
法人につき罰金刑が科された例（東京地立
川支判令和 年 月 日 ジ
ャパン）

【事実の概要】
被告人 は、 社からビル新築工事そ

のものを請け負った 社に勤務し、構台解
体等の安全衛生責任者兼職長として、社内
外の作業員らの指揮、安全管理等に従事し
ていた。被告人 は、 社から当該ビル
新築工事に伴う構台解体等のみを請け負っ
た被告会社 の代表取締役であり、 の
指揮下で就業していた。
新築工事中のビル（本件建物）は、おそ

らく地下 階構造で、最下階には建物を地
震の揺れから守る免震装置が設置されてい
た（図参照）。

は、本件建物地下 階で、おそらく
本件建物に残されていた構台杭（構台を支

える杭）のガス切断器による溶断を、免震
階にいる に指示したが、免震階天井等
に引火し易いウレタンフォームが吹き付け
られているのを認識しながら、防火のため
の養生も火番もせずに作業に当たらせ、ま
た、自ら免震階に降りた後も、養生や火番
をせずに他作業に従事していた。 も、
当該引火の危険を認識しながら（：ウレタ
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求めることも自ら実施することもせず、溶
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炎が本件建物免震階天井に吹き付けられた
ウレタンフォームに引火し、本件建物の免
震階、地下 階、同 階を焼損し、 名の
死亡者と 名の重軽傷者を生ぜしめた。

【図】

（株式会社マテリアルリサーチの サ
イト ，
最終閲覧日： 年 月 日）

【判旨～起訴された罪状につき各被告人と
も有罪～】
ア について
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の上記注意義務違反は、業務上失火
（刑法第 条の 前段）、業務上過失致
死傷（各被害者ごとに刑法第 条前段）
の双方に該当し、科刑上一罪の処理（刑法
第 条第 項前段、第 条）により、
罪を 罪として、刑及び犯情が最も重い業
務上過失致死傷の刑で処断し、刑種は禁固
刑を選択する。
イ について
安衛法第 条（機械器具、危険物、電

気等のエネルギー等にかかる事業者の危険
防止措置義務）、安衛則第 条第 項
（危険物等がある場所における火気等の使
用禁止）等の違反につき、被告人会社自身
の罪（第 条）及び の罪にかかる両
罰規定を適用し（第 条）、罰金刑を適
用する。
代表取締役である の の業務に関

する過失による被災が生じたから、 の
安衛法上の責任は明らかである。
ウ について

の注意義務違反は、業務上失火（刑
法第 条の 前段）、業務上過失致死傷
（各被害者ごとに刑法第 条前段）の双
方に該当する。
また、 の業務の一環としての注意義

務違反は、別途、 と同じ安衛法及び安
衛則の規定違反に当たる。
科刑上一罪の処理（刑法第 条第 項

前段、第 条）により、前者は 罪を
罪として、刑及び犯情が最も重い業務上過
失致死傷の刑で処断し、刑種は禁固刑を選
択し、後者につき懲役刑を選択したうえ、
両者を併合罪で処理し（刑法第 条前段、
第 条本文、第 条）、前者による禁固
刑が後者による懲役刑の長期の 倍を超え

るため、前者を基準に法定加重する。
エ 量刑の理由

、 の行為のずさんさ、溶断作業に
従事する者としての過失の程度の重さ、被
害の重大さ、謝罪と反省の経緯、前科前歴
がないこと等から、 、 共に執行猶予
付き禁固 年とする。 の過失に基づく

の罰金は 万円とする。

【判決から汲み取り得る示唆】
元請レベルの請負系列上位業者の安全衛

生責任者には、職長クラスが就任すること
があり、それより後次の請負人の代表者が
実際の工事の施工に当たるような場合、同
人に対して指示関係に立つことがある。そ
のような場合、両者に重大な注意義務違反
があれば、両者ともに同様の刑事責任を科
され得る。
なお、本件で、後次の請負人である

は の過失につき自身ないし両罰規定に
よる処罰を受け、上位の請負人である 社
が、 の過失につき処罰を受けなかった
のは、前者のうち、特に の過失が安衛
法違反と評価されたのに対し、後者の
の過失が安衛法違反と評価されなかったこ
とによると思われる。
評価を違えた理由は定かでないが、担当

検事が、安衛法（第 条）について、安
全衛生責任者に刑事罰の適用まで想定して
いないと解釈した可能性はある。

）民事事件
団地の植物管理工事の第 次下請業者の

労働者が樹木の上で剪定作業中に落下して
重傷を負った災害につき、 審は現に本人
も作業上使用していた（が、不適正に使用
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していた）一丁掛け（一本掛け）安全帯に
つき適正に使用させる義務違反があったと
して、直接の雇用主とその代表個人（現場
代理人兼安全衛生責任者兼雇用管理責任
者）の過失責任のみを認めたが、 審はよ
り安全性が高いが準備も「使用させ」も法
令上義務づけられていなかった二丁掛け
（二本掛け）安全帯の「使用させ」が安全
配慮義務の内容だったとしたうえ、その義
務違反にかかる責任を、直接の雇用主とそ
の代表個人のほか、元請、 次下請け業者
にも負わせたが、その際、 次下請が選任
し、現場の巡視等の安全管理をしていた安
全衛生責任者兼現場監督者は、一丁掛け
（一本掛け）安全帯の使用を容認する元請
の方針を踏襲して孫請らに遵守させる役割
を果たし、 次下請の過失の一翼を担った
と解される一方、被災者に対して個人的に
民事過失責任を負わず、よって同人の過失
による の使用者責任は生じず、まして

との関係では、使用者責任が生じる関
係性自体がないとされた例（東京高判平成
年 月 日 ジャパン（上

告棄却、上告受理申立不受理））

【事実の概要】
本件は、独立行政法人 機構が元請

に発注した団地の植物管理工事（「本件工
事」）の 次下請 の労働者である
が、地上約 ｍのケヤキの木の上から転落
し、四肢体幹機能障害等の後遺障害を生じ
る重傷を負ったとして、直接の雇用主であ
る とその代表者 のほか、 次下請

と元請 を、安全配慮義務違反に基づ
く債務不履行又は不法行為等に基づき、損
害賠償等を請求した事案である。

この際、 は、 の労働者で、本件工
事の現場代理人兼安全衛生責任者 が
（元請）から一丁掛け（一本掛け）安全帯
（フックが つで カ所にしかかけられな
い安全帯。フックが つあって カ所にか
けられる安全帯を二丁掛け（二本掛け）と
いう。二丁掛けを用いれば、常に一本を掛
けた状態で場所の移動ができるので、安全
性が高い）の使用を容認する方針を踏襲し
て （孫請）らに遵守させる役割を果た
したことで個人的に不法行為を犯したこと
となり、 と 双方の使用者責任が生じ
る等と主張した。
災害の態様をみるに、 は、普段から
ｍ以上の高所で剪定作業を行うに際して、
木の昇降では安全帯は使用せず、高所で安
全帯を使用する際には、左手で木の幹や枝
を掴みながら右手で安全帯のロープを幹や
枝に巻き付けて固定しつつ剪定鋸（せんて
いノコギリ）をソケットから出して剪定し
てソケットに収める手順で作業しており、
本件災害時も、本件樹木を地上 まで
登ったが、安全帯を使用しないまま剪定鋸
ををソケットから取り出して作業を開始し
ようとしたところで転落したものと推認さ
れる。

審は、現に本人も使用していたが、フ
ックを木の幹にかける等の適正使用を怠っ
ていた一丁掛け（一本掛け）安全帯につき
適正に使用させる義務違反があったとして、
直接の雇用主とその代表個人（現場代理人
兼安全衛生責任者兼雇用管理責任者）の過
失責任のみを認めた。
この際、 の過失責任は、（ の代表

取締役であり、現場代理人兼安全衛生責任
者及び雇用管理責任者だった） が に
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が、地上約 ｍのケヤキの木の上から転落
し、四肢体幹機能障害等の後遺障害を生じ
る重傷を負ったとして、直接の雇用主であ
る とその代表者 のほか、 次下請

と元請 を、安全配慮義務違反に基づ
く債務不履行又は不法行為等に基づき、損
害賠償等を請求した事案である。

この際、 は、 の労働者で、本件工
事の現場代理人兼安全衛生責任者 が
（元請）から一丁掛け（一本掛け）安全帯
（フックが つで カ所にしかかけられな
い安全帯。フックが つあって カ所にか
けられる安全帯を二丁掛け（二本掛け）と
いう。二丁掛けを用いれば、常に一本を掛
けた状態で場所の移動ができるので、安全
性が高い）の使用を容認する方針を踏襲し
て （孫請）らに遵守させる役割を果た
したことで個人的に不法行為を犯したこと
となり、 と 双方の使用者責任が生じ
る等と主張した。
災害の態様をみるに、 は、普段から
ｍ以上の高所で剪定作業を行うに際して、
木の昇降では安全帯は使用せず、高所で安
全帯を使用する際には、左手で木の幹や枝
を掴みながら右手で安全帯のロープを幹や
枝に巻き付けて固定しつつ剪定鋸（せんて
いノコギリ）をソケットから出して剪定し
てソケットに収める手順で作業しており、
本件災害時も、本件樹木を地上 まで
登ったが、安全帯を使用しないまま剪定鋸
ををソケットから取り出して作業を開始し
ようとしたところで転落したものと推認さ
れる。

審は、現に本人も使用していたが、フ
ックを木の幹にかける等の適正使用を怠っ
ていた一丁掛け（一本掛け）安全帯につき
適正に使用させる義務違反があったとして、
直接の雇用主とその代表個人（現場代理人
兼安全衛生責任者兼雇用管理責任者）の過
失責任のみを認めた。
この際、 の過失責任は、（ の代表

取締役であり、現場代理人兼安全衛生責任
者及び雇用管理責任者だった） が に
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対して一丁掛け安全帯を用いつつ、作業場
所の移動時に身体を安定させる三点支持の
方法（両足で幹を抱え込むように挟み、片
方の腕で幹や枝を掴み、網片方の手で安全
帯を掛け替える方法）を具体的に に指
導していなかったことをもって認定されて
いる。

の不法行為責任は、 が実質的に
の一人会社であったこと等を前提に、
による への安全配慮義務の履行確保

を不法行為法上の義務として、その義務違
反をもって認められている。
他方、 の過失責任否定の主な根拠は、
に対する指示が一般的なものにとどま

っていたこと、設備や器具の供給、作業工
程の決定、作業に関する具体的指示を行っ
ておらず、 の従業員と とで作業内容
の類似性も見られないこと等から、 と
の間に特別な社会的接触関係が認められな
いことに求められ、 の過失責任否定の
主な根拠は、作業内容等を具体的に定める
ことも指示することもなく、工具の提供せ
ず、 の従業員と とで作業内容の類似
性も見られないこと等から、 との間に
特別な社会的接触関係が認められないこと
に求められた。

らは、安全衛生責任者等であった
や の不法行為に基づく 、 の使用者
責任も主張した（＊いわば、責任の迂回路
も探った）が、裁判所は、元請が下請の被
用者に使用者責任を負う要件として、最高
裁のリーディングケースに基づき、①元請
－下請間に使用従属関係やそれと同視し得
る関係があり、②下請の被用者が下請工事
に関連する作業で他人に損害を加え、③元
請－下請の被用者間に指揮監督関係がある

こと、を挙げたうえで、
ア の不法行為に基づく の責任に

ついて
の に対する指示は一般的なものに

すぎない一方、具体的な作業管理は が
行っており、 による安全衛生関連の指示
の諾否も に委ねられていたから、少な
くとも①を満たさない、

らは、 が安衛法上、 に対して
と同様の安全管理義務を負うとの考えを前
提に 、 の当該義務違反の使用者責任を

が負う旨を主張したが、そもそも安衛
法上の義務は事業者が負うものだし、その
まま民事上の義務になるものでもない等と
して否定した。
イ の不法行為に基づく の責任に

ついて
特段の判示はないが、アについて、①を

充たさない旨が述べられた時点で、それ以
上の説明は不要と考えられたのかもしれな
い。
ウ や の不法行為に基づく の

責任について

法第 条に照らしても、後次の請負人
の安全衛生責任者との連絡調整により、混
在作業による労災防止を図ることは、当該
安全衛生責任者の義務である。元請が自ら
も仕事を行う最先次の建設・造船・製造業
者であれば、法第 条、第 条や第
条の に基づき、元方事業者として、当該
元請が後次の関係請負人のコンプライアン
スの確保や混在作業の統括安全管理の義務
を負い、その実施を のような安全衛生管
理の受任者に託すことはあり得る。
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アの通り、 については、そもそも不法
行為が成立しない。

については、 間に指揮監督関
係がないので、（ 間に指揮従属関係
等がないのと同じ意味となり、）①を充た
さない。

【剪定ノコギリ】

（ヒシカ工業株式会社の サイト
，最終閲覧

日： 年 月 日）

【判旨～ ら控訴認容、原判決の ら敗訴
部分の変更～】
ア 及び の責任について

が安全配慮義務違反による債務不履
行責任及び会社法第 条に基づく損害賠
償責任、 が不法行為責任を負い、両者
が不真正連帯債務の関係に立つことは、原
審認定の通り（ただし、原審は、一丁掛け
安全帯の適正使用を指導しなかった点に過
失を認めたが、当審は二丁掛けの安全帯の
提供、使用方法の指導、「使用させ」
（「使用させ」等）の懈怠を過失と解す
る）。
安衛則第 条は、高さ ｍ以上の高所

での作業に際し、足場等の作業床の設置や、
それが困難な場合の要求性能墜落制止用器
具の「使用させ」等の墜落防止措置を事業
者に義務づけているところ、本件では高所
作業車の導入や仮設足場の設置は困難であ
った（原審も同じ判断）から、二丁掛け安
全帯の使用が求められた。一丁掛けでは、
安全帯の掛け替えの際に不安定になること
からも、同条に違反し、 には、「使用
させ」等を行う義務があった。

に二丁掛けの安全帯を使用させてい
れば、木の昇降、樹上での移動の際にも落
下災害を防止でき、本件災害も、幹を取り
付け装置とすることで防止できた。「街路
樹剪定ハンドブック（改訂版）」には、安
全帯の二丁掛けが記載され、本件災害後、

は本件工事に従事する作業者らにその
使用を指示していたこと等から、 にと
ても、その「使用させ」等は可能かつ容易
だった。

は、 のみを雇用し、実質的に
の一人会社であった の代表者であり、
現場代理人、安全衛生責任者及び雇用管理
責任者として、 に対し、二丁掛けの使
用させ等を指示すべき立場にありながら懈
怠した点で、 に安全配慮義務違反があ
り、それがなければ本件災害を防ぎ得たか
ら、 は、 に債務不履行責任を負う。
イ の責任について
元請人は，下請会社の仕事の結果のみを

享受し，通常，下請会社や下請負人の雇用
する労働者の仕事の過程を直接拘束しない
ないから，原則として，下請負人の雇用す
る労働者に対する安全配慮義務を負うこと
はない（民法７１６条，６３６条参照）が、
元請人と下請企業の労働者との間に特別な
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日： 年 月 日）

【判旨～ ら控訴認容、原判決の ら敗訴
部分の変更～】
ア 及び の責任について

が安全配慮義務違反による債務不履
行責任及び会社法第 条に基づく損害賠
償責任、 が不法行為責任を負い、両者
が不真正連帯債務の関係に立つことは、原
審認定の通り（ただし、原審は、一丁掛け
安全帯の適正使用を指導しなかった点に過
失を認めたが、当審は二丁掛けの安全帯の
提供、使用方法の指導、「使用させ」
（「使用させ」等）の懈怠を過失と解す
る）。
安衛則第 条は、高さ ｍ以上の高所

での作業に際し、足場等の作業床の設置や、
それが困難な場合の要求性能墜落制止用器
具の「使用させ」等の墜落防止措置を事業
者に義務づけているところ、本件では高所
作業車の導入や仮設足場の設置は困難であ
った（原審も同じ判断）から、二丁掛け安
全帯の使用が求められた。一丁掛けでは、
安全帯の掛け替えの際に不安定になること
からも、同条に違反し、 には、「使用
させ」等を行う義務があった。

に二丁掛けの安全帯を使用させてい
れば、木の昇降、樹上での移動の際にも落
下災害を防止でき、本件災害も、幹を取り
付け装置とすることで防止できた。「街路
樹剪定ハンドブック（改訂版）」には、安
全帯の二丁掛けが記載され、本件災害後、

は本件工事に従事する作業者らにその
使用を指示していたこと等から、 にと
ても、その「使用させ」等は可能かつ容易
だった。

は、 のみを雇用し、実質的に
の一人会社であった の代表者であり、
現場代理人、安全衛生責任者及び雇用管理
責任者として、 に対し、二丁掛けの使
用させ等を指示すべき立場にありながら懈
怠した点で、 に安全配慮義務違反があ
り、それがなければ本件災害を防ぎ得たか
ら、 は、 に債務不履行責任を負う。
イ の責任について
元請人は，下請会社の仕事の結果のみを

享受し，通常，下請会社や下請負人の雇用
する労働者の仕事の過程を直接拘束しない
ないから，原則として，下請負人の雇用す
る労働者に対する安全配慮義務を負うこと
はない（民法７１６条，６３６条参照）が、
元請人と下請企業の労働者との間に特別な
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社会的接触の関係が認められる場合には，
元請人は，信義則上，当該労働者に対して
安全配慮義務を負う（最高裁平成 年 月

日第 小法廷判決・集民 号 頁
参照）。その有無については，元請人の管
理する設備，工具等を用いていたか，労働
者が事実上元請人の指揮，監督を受けて稼
働していたか，労働者の作業内容と元請人
の従業員のそれとの類似性等の事情に着目
して判断するのが相当である。
本件で重要なのは、 は下請の安全管

理担当に指示・指導をする立場にあって、
と共に、安全確保上一丁掛けで十分と

考えていたことである（＊下線は筆者が添
付した）。
すなわち、 は、 から安全衛生事項

についても指示監督を受ける約定を結び、
本件作業に関する記載と、遵守しない者に
は解雇、発注停止もあり得る旨の記載を含
む安全マニュアルを配布し、現に の指
示に基づき、下請である に具体的で厳
守を求める指示を行い、それは （≒
）を通じてその作業員にも及んでいた。

その前提で、誤った認識下、本件作業につ
いて、一丁掛けの使用の徹底を （≒
）を通じて に指示していたと言える

ので、 － 間には特別な社会的接触関
係を肯定するだけの指揮監督関係があり、

は、 に対する安全配慮義務違反によ
る債務不履行責任と不法行為責任を負う
（＊下線は筆者が添付した）。
ウ の責任について

は、 に安全帯の使用に関する指示
を具体的に行い、週 回現場訪問して遵守
状況を確認しており、この指示は を通
じて に、 を通じてその作業員にも及

んでいたので、 と 間には特別な社会
的接触関係を肯定するだけの指揮監督関係
があった。その前提で、 は、誤った認
識下、一丁掛けの使用の徹底を らを通
じて に指示していたと言えるので、
は、 に対する安全配慮義務違反による
債務不履行責任と不法行為責任を負う（＊
下線は筆者が添付した）。

【判決から汲み取り得る示唆】
・労災民事訴訟では、安全衛生責任者は、

その選任者である雇用主の履行補助者／代
行者とみなされ、その者の過失が選任者の
過失とみなされる可能性が高い。事業者の
代表等であって、業務管理や安全衛生管理
の全権を委任されているような場合には、
特にそう言える。
・実態の如何によるが、安全衛生責任者

が、重層的請負構造下で、より後次の請負
業者やその労働者に対して指揮命令関係を
認められ、個人的に民事過失責任を負う可
能性は低い。
・元請が下請の被用者に使用者責任を負

う要件については、最高裁のリーディング
ケースにより、①元請－下請間に使用従属
関係やそれと同視し得る関係があり、②下
請の被用者が下請工事に関連する作業で他
人に損害を加え、③元請－下請の被用者間
に指揮監督関係があること、という 要件
が求められること、その解釈も比較的厳格
になされるようなので、ある請負人の安全
衛生責任者の不法行為をもって、元請等、
より先次の事業者の使用者責任が肯定され
る可能性は高くないだろう。
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第 条・第 条・第 条

条文
（安全委員会）

第十七条 事業者は、政令で定める業種
及び規模の事業場ごとに、次の事項を
調査審議させ、事業者に対し意見を述
べさせるため、安全委員会を設けなけ
ればならない。
一 労働者の危険を防止するための基
本となるべき対策に関すること。

二 労働災害の原因及び再発防止対策
で、安全に係るものに関すること。

三 前二号に掲げるもののほか、労働
者の危険の防止に関する重要事項

２ 安全委員会の委員は、次の者をもつ
て構成する。ただし、第一号の者であ
る委員（以下「第一号の委員」とい
う。）は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全
衛生管理者以外の者で当該事業場に
おいてその事業の実施を統括管理す
るもの若しくはこれに準ずる者のう
ちから事業者が指名した者

二 安全管理者のうちから事業者が指
名した者

三 当該事業場の労働者で、安全に関
し経験を有するもののうちから事業
者が指名した者

３ 安全委員会の議長は、第一号の委員
がなるものとする。

４ 事業者は、第一号の委員以外の委員
の半数については、当該事業場に労働
者の過半数で組織する労働組合がある
ときにおいてはその労働組合、労働者
の過半数で組織する労働組合がないと
きにおいては労働者の過半数を代表す

る者の推薦に基づき指名しなければな
らない。

５ 前二項の規定は、当該事業場の労働
者の過半数で組織する労働組合との間
における労働協約に別段の定めがある
ときは、その限度において適用しな
い。
（衛生委員会）

第十八条 事業者は、政令で定める規模
の事業場ごとに、次の事項を調査審議
させ、事業者に対し意見を述べさせる
ため、衛生委員会を設けなければなら
ない。
一 労働者の健康障害を防止するため
の基本となるべき対策に関するこ
と。

二 労働者の健康の保持増進を図るた
めの基本となるべき対策に関するこ
と。

三 労働災害の原因及び再発防止対策
で、衛生に係るものに関すること。

四 前三号に掲げるもののほか、労働
者の健康障害の防止及び健康の保持
増進に関する重要事項

２ 衛生委員会の委員は、次の者をもつ
て構成する。ただし、第一号の者であ
る委員は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全
衛生管理者以外の者で当該事業場に
おいてその事業の実施を統括管理す
るもの若しくはこれに準ずる者のう
ちから事業者が指名した者

二 衛生管理者のうちから事業者が指
名した者

三 産業医のうちから事業者が指名し
た者

四 当該事業場の労働者で、衛生に関
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第 条・第 条・第 条

条文
（安全委員会）

第十七条 事業者は、政令で定める業種
及び規模の事業場ごとに、次の事項を
調査審議させ、事業者に対し意見を述
べさせるため、安全委員会を設けなけ
ればならない。
一 労働者の危険を防止するための基
本となるべき対策に関すること。

二 労働災害の原因及び再発防止対策
で、安全に係るものに関すること。

三 前二号に掲げるもののほか、労働
者の危険の防止に関する重要事項

２ 安全委員会の委員は、次の者をもつ
て構成する。ただし、第一号の者であ
る委員（以下「第一号の委員」とい
う。）は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全
衛生管理者以外の者で当該事業場に
おいてその事業の実施を統括管理す
るもの若しくはこれに準ずる者のう
ちから事業者が指名した者

二 安全管理者のうちから事業者が指
名した者

三 当該事業場の労働者で、安全に関
し経験を有するもののうちから事業
者が指名した者

３ 安全委員会の議長は、第一号の委員
がなるものとする。

４ 事業者は、第一号の委員以外の委員
の半数については、当該事業場に労働
者の過半数で組織する労働組合がある
ときにおいてはその労働組合、労働者
の過半数で組織する労働組合がないと
きにおいては労働者の過半数を代表す

る者の推薦に基づき指名しなければな
らない。

５ 前二項の規定は、当該事業場の労働
者の過半数で組織する労働組合との間
における労働協約に別段の定めがある
ときは、その限度において適用しな
い。
（衛生委員会）

第十八条 事業者は、政令で定める規模
の事業場ごとに、次の事項を調査審議
させ、事業者に対し意見を述べさせる
ため、衛生委員会を設けなければなら
ない。
一 労働者の健康障害を防止するため
の基本となるべき対策に関するこ
と。

二 労働者の健康の保持増進を図るた
めの基本となるべき対策に関するこ
と。

三 労働災害の原因及び再発防止対策
で、衛生に係るものに関すること。

四 前三号に掲げるもののほか、労働
者の健康障害の防止及び健康の保持
増進に関する重要事項

２ 衛生委員会の委員は、次の者をもつ
て構成する。ただし、第一号の者であ
る委員は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全
衛生管理者以外の者で当該事業場に
おいてその事業の実施を統括管理す
るもの若しくはこれに準ずる者のう
ちから事業者が指名した者

二 衛生管理者のうちから事業者が指
名した者

三 産業医のうちから事業者が指名し
た者

四 当該事業場の労働者で、衛生に関
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し経験を有するもののうちから事業
者が指名した者

３ 事業者は、当該事業場の労働者で、
作業環境測定を実施している作業環境
測定士であるものを衛生委員会の委員
として指名することができる。

４ 前条第三項から第五項までの規定
は、衛生委員会について準用する。こ
の場合において、同条第三項及び第四
項中「第一号の委員」とあるのは、
「第十八条第二項第一号の者である委
員」と読み替えるものとする。
（安全衛生委員会）

第十九条 事業者は、第十七条及び前条
の規定により安全委員会及び衛生委員
会を設けなければならないときは、そ
れぞれの委員会の設置に代えて、安全
衛生委員会を設置することができる。

２ 安全衛生委員会の委員は、次の者を
もつて構成する。ただし、第一号の者
である委員は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全
衛生管理者以外の者で当該事業場に
おいてその事業の実施を統括管理す
るもの若しくはこれに準ずる者のう
ちから事業者が指名した者

二 安全管理者及び衛生管理者のうち
から事業者が指名した者

三 産業医のうちから事業者が指名し
た者

四 当該事業場の労働者で、安全に関
し経験を有するもののうちから事業
者が指名した者

五 当該事業場の労働者で、衛生に関
し経験を有するもののうちから事業
者が指名した者

３ 事業者は、当該事業場の労働者で、

作業環境測定を実施している作業環境
測定士であるものを安全衛生委員会の
委員として指名することができる。

４ 第十七条第三項から第五項までの規
定は、安全衛生委員会について準用す
る。この場合において、同条第三項及
び第四項中「第一号の委員」とあるの
は、「第十九条第二項第一号の者であ
る委員」と読み替えるものとする。

趣旨と内容
趣旨

現行法の施行通達によれば、一定規模等
の事業場に設置義務が課される事業者の安
全衛生対策の諮問機関であって 、メンバ
ーの協力を得る目的も持つので、審議は労
働時間内に行うのが原則である。会議が法
定時間外に行われれば、当然に参加労働者
に対して割増賃金の支払い義務が生じる
（昭和 年 月 日基発第 号）。
労使が協力して調査審議を行う場であり、
労使の利害対立を前提とする団体交渉とは
異なるので、折り合い難い課題についても、
労使が納得行くまで話し合って合意に基づ
き行動すべきとされている（昭和 年
月 日基発第 号）。

畠中元教授は、諮問機関というより調
査審議機関と呼ぶべきとするが（畠中前掲
書（ 年（令和元年）） 頁）、筆者
は、調査のみでなく審議を行う以上、両者
の相違はあまりなく、事業者が自身に課さ
れた責務を果たすうえで専門知見を獲得し
つつ、関係者の合意形成を図る場であるか
ら、諮問機関と述べて支障ないと解する。
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安衛法の解説書には、労働者の意見の反
映、労働者の関心の向上の趣旨を指摘する
ものもある 。たしかに、委員会の設置義
務が課されていない事業場では、会議、懇
談会等を通じて関係労働者の意見を聴く機
会を設けるべきとされていることからも
（安衛則第 条の 、昭和 年 月
日基発第 号の ） 、その趣旨が窺わ
れる。いずれにせよ、使用者に何らかの措
置を強制したり、独自の監視・監理権限等
を保障された存在ではない。通達の中には、
特に長時間労働による健康障害対策やメン
タルヘルス対策における産業医や衛生管理
者の役割の重要性を前提に、その適正な選
任、出席の徹底と共に、調査審議の結論の
尊重を説くものがあるが（平成 年 月

日基発第 号）、法的拘束力は
ない。

など安全衛生を重視する国では、安
全衛生代表を主要メンバーとして彼らと一

労働調査会出版局編著（ 年（平成
年）） 頁。畠中元教授も、労働者の

当事者意識の向上と事業場ごとの自律的安
全衛生管理を本制度の重要な目的としてい
る（畠中前掲書（ 年（令和元年））

頁）。
例えば、常時使用労働者数 名の病

院では、衛生委員会の設置義務はあるが、
安全委員会の設置義務はないので、安全面
については、安衛則第 条の が適用さ
れる。なお、本条はいわゆる根無し規定だ
が、畠中元教授は、ほんらい法律本法に設
けられるべき重要な規定だとする（畠中前
掲書（ 年（令和元年）） 頁）。

体的に活動し（よって、安全衛生代表の活
動保障は、安全衛生委員会の活動の基盤で
もある）、雇用主による安全衛生管理を監
視し、提言し、必要に応じて自らも巡視等
を通じてリスクの調査や対策を実施ないし
推進することで、事業所ごとの自律的な安
全衛生管理を支える存在として、より積極
的な役割を付与されていることが多い 。
日本の安衛法上の安全・衛生委員会（前

述の通り、安全委員会（第 条）、衛生
委員会（第 条）、安全衛生委員会（第

条）のいずれかないし全てを指す）は、
安全衛生にかかる事業者の権限と責任を前
提に、「活用しなければ損する（≒労災が
生じれば法的責任を負うリスクが生じ
る）」という位置づけで設計された存在と
言えよう。
例えば、大阪の印刷工場で有機溶剤を含

む洗浄剤を使って印刷機械などに付着した
インクを落とす作業に従事していた複数の
従業員に胆管がんが発症し、洗浄剤に含ま
れていた 、 ジクロロプロパンが発症の
原因と特定されたが、当時、同物質に強い
発がん性が認められていなかったという事
案で、厚生労働省は、同工場を運営する会
社を、衛生委員会や産業医の設置／選任義

三柴丈典「イギリスのリスクアセスメ
ントと法」厚生労働科学研究費補助金（安
全衛生総合研究事業）『リスクアセスメン
トを核とした諸外国の労働安全衛生制度の
背景・特徴・効果とわが国への適応可能性
に関する調査研究（研究代表者：三柴丈
典）』 頁（特に 頁）。
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安衛法の解説書には、労働者の意見の反
映、労働者の関心の向上の趣旨を指摘する
ものもある 。たしかに、委員会の設置義
務が課されていない事業場では、会議、懇
談会等を通じて関係労働者の意見を聴く機
会を設けるべきとされていることからも
（安衛則第 条の 、昭和 年 月
日基発第 号の ） 、その趣旨が窺わ
れる。いずれにせよ、使用者に何らかの措
置を強制したり、独自の監視・監理権限等
を保障された存在ではない。通達の中には、
特に長時間労働による健康障害対策やメン
タルヘルス対策における産業医や衛生管理
者の役割の重要性を前提に、その適正な選
任、出席の徹底と共に、調査審議の結論の
尊重を説くものがあるが（平成 年 月

日基発第 号）、法的拘束力は
ない。

など安全衛生を重視する国では、安
全衛生代表を主要メンバーとして彼らと一

労働調査会出版局編著（ 年（平成
年）） 頁。畠中元教授も、労働者の

当事者意識の向上と事業場ごとの自律的安
全衛生管理を本制度の重要な目的としてい
る（畠中前掲書（ 年（令和元年））

頁）。
例えば、常時使用労働者数 名の病

院では、衛生委員会の設置義務はあるが、
安全委員会の設置義務はないので、安全面
については、安衛則第 条の が適用さ
れる。なお、本条はいわゆる根無し規定だ
が、畠中元教授は、ほんらい法律本法に設
けられるべき重要な規定だとする（畠中前
掲書（ 年（令和元年）） 頁）。

体的に活動し（よって、安全衛生代表の活
動保障は、安全衛生委員会の活動の基盤で
もある）、雇用主による安全衛生管理を監
視し、提言し、必要に応じて自らも巡視等
を通じてリスクの調査や対策を実施ないし
推進することで、事業所ごとの自律的な安
全衛生管理を支える存在として、より積極
的な役割を付与されていることが多い 。
日本の安衛法上の安全・衛生委員会（前

述の通り、安全委員会（第 条）、衛生
委員会（第 条）、安全衛生委員会（第

条）のいずれかないし全てを指す）は、
安全衛生にかかる事業者の権限と責任を前
提に、「活用しなければ損する（≒労災が
生じれば法的責任を負うリスクが生じ
る）」という位置づけで設計された存在と
言えよう。
例えば、大阪の印刷工場で有機溶剤を含

む洗浄剤を使って印刷機械などに付着した
インクを落とす作業に従事していた複数の
従業員に胆管がんが発症し、洗浄剤に含ま
れていた 、 ジクロロプロパンが発症の
原因と特定されたが、当時、同物質に強い
発がん性が認められていなかったという事
案で、厚生労働省は、同工場を運営する会
社を、衛生委員会や産業医の設置／選任義

三柴丈典「イギリスのリスクアセスメ
ントと法」厚生労働科学研究費補助金（安
全衛生総合研究事業）『リスクアセスメン
トを核とした諸外国の労働安全衛生制度の
背景・特徴・効果とわが国への適応可能性
に関する調査研究（研究代表者：三柴丈
典）』 頁（特に 頁）。
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務違反で、書類送検している 。産業医制
度ついても述べたが、特に未解明のリスク
対策との関係で、必要な手続きを尽くす一
環としての体制整備の重要性が示されたも
のとも言えよう 。

内容
＜各条文の概要と違い＞
第 条の規定を基本として、第 条、

第 条は、それをアレンジした定めとな
っている。
安全委員会に関する第 条は、第 項

で、一定の業種と規模に該当する事業場で
同委員会の設置義務を課すことと、以下の
事項（以下、本条の解説において「調査審
議事項」ともいう）について、調査審議と
事業者への意見具申を行わせるべきことを
定めている。
すなわち、第 号：労働者の危険防止の

基本的対策、第 号：労災の原因と再発防
止策のうち安全関連事項、第 号：その他
の労働者の危険防止関連事項。
第 項では、委員の構成を、第 号：総

括安全衛生管理者等の事業実施の統括管理

日本経済新聞の サイト（

，最終閲覧日：
年 月 日）等。
よって、筆者は、メンタルヘルス不調

による休職者の復職判定のように、科学的
判定が困難な事柄については、衛生委員会
（やその専門部会）で調査審議して決定す
ることで、事業者が民事上の過失責任を負
う可能性を低減できると考えている。

者等のうちの事業者による指名者、第
号：安全管理者のうちの事業者による指名
者、第 号：安全関係の経験を持つ労働者
のうちの事業者による指名者と定め、第
項では、議長を第 号所定の総括安全衛生
管理者ら事業実施の統括管理者等とする原
則を定め、第 項では、第 号所定の者以
外の委員の半数を過半数組合や過半数代表
の推薦により決すべきこと、第 項では、
総括安全衛生管理者らによる議長を定めた
第 項と過半数組合／過半数代表による委
員推薦制（ただし議長を除く委員の半数に
ついて）を定めた第 項の過半数組合との
協約による適用除外を定めている。
衛生委員会に関する第 条は、第 条

をデフォルトとして、第 項では、第
条と同様に、一定の業種と規模に該当する
事業場で同委員会の設置義務を課すことと
共に、調査審議事項につき、第 号・第
号：労働者の健康障害防止・健康保持増進
（第 条では危険防止）の基本的対策、
第 号：労災の原因と再発防止策のうち衛
生関連事項（第 条では安全関連事項）、
第 号：その他の労働者の健康障害防止・
健康保持増進（第 条では危険防止）関
連事項を定めている。
第 項では、委員の構成を、第 号：総

括安全衛生管理者等の事業実施の統括管理
者等のうちの事業者による指名者（第
条と同じ）、第 号・第 号：衛生管理
者・産業医（第 条では安全管理者）の
うちの事業者による指名者、第 号：衛生
関係（第 条では安全関係）の経験を持
つ労働者のうちの事業者による指名者と定
め、第 項では、作業環境測定士を委員と
して指名「できる」旨を定め、第 項では、
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総括安全衛生管理者らによる議長を定めた
第 条第 項と過半数組合／過半数代表
による委員推薦制（ただし議長を除く委員
の半数について）を定めた同第 項、同第
項及び第 項の過半数組合との協約によ

る適用除外を定めた同第 項の本条への準
用を定めている。
安全衛生委員会に関する第 条は、や

はり第 条をデフォルトとして、第 項
では、安全委員会と衛生委員会の双方を設
置すべき事業者（＊安全委員会の設置義務
を負う事業者は、衛生委員会の設置義務も
負う）が、両者を併合した安全衛生委員会
の設置をもって代え得ることを定めている。
調査審議事項はいわずもがなのため、定め
ていない。
第 項では、委員の構成を、第 号：総

括安全衛生管理者等の事業実施の統括管理
者等のうちの事業者による指名者（第
条、第 条と同じ）、第 号・第 号：
安全管理者及び衛生管理者・産業医（第

条では安全管理者、第 条では衛生管
理者・産業医）のうちの事業者による指名
者、第 号・第 号：安全・衛生関係（第

条では安全関係、第 条では衛生関
係）の経験を持つ労働者のうちの事業者に
よる指名者と定め、第 項では、作業環境
測定士を委員として指名「できる」旨を定
め（第 条と同じ）、第 項では、総括
安全衛生管理者らによる議長を定めた第

条第 項と過半数組合／過半数代表に
よる委員推薦制（ただし議長を除く委員の
半数について）を定めた同第 項、同第
項及び第 項の過半数組合との協約による
適用除外を定めた同第 項の本条への準用
を定めている（第 条と同じ）。

＜設置義務の発生要件＞
以下の表の通り、委員会の設置義務の発

生要件は、安全委員会については、業種と
常時使用労働者数で区分されているが、衛
生委員会については、全業種の常時使用労
働者数 人以上の事業場で統一されてい
る（施行令第 条）。

（一般社団法人安全衛生マネジメント協会
の サイト（

，最
終閲覧日： 年 月 日））

安全委員会の設置につき、常時使用労働
者数 人以上という厳しい条件が設けら
れた業種は、伝統的に労災が多く、現場状
況の多様性や可変性、安全管理の複雑さや
困難さ等の事情から、委員会でのリスクや
対策の調査審議の必要性が高いと考えられ
たものと察せられる。
同じく 人以上で良いとされた業種に

小売り、卸売などのサービス業系統が多い
他、製造業でも大きなリスクが見込まれな
い業種が含められたのは理解できるとして、
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総括安全衛生管理者らによる議長を定めた
第 条第 項と過半数組合／過半数代表
による委員推薦制（ただし議長を除く委員
の半数について）を定めた同第 項、同第
項及び第 項の過半数組合との協約によ

る適用除外を定めた同第 項の本条への準
用を定めている。
安全衛生委員会に関する第 条は、や

はり第 条をデフォルトとして、第 項
では、安全委員会と衛生委員会の双方を設
置すべき事業者（＊安全委員会の設置義務
を負う事業者は、衛生委員会の設置義務も
負う）が、両者を併合した安全衛生委員会
の設置をもって代え得ることを定めている。
調査審議事項はいわずもがなのため、定め
ていない。
第 項では、委員の構成を、第 号：総

括安全衛生管理者等の事業実施の統括管理
者等のうちの事業者による指名者（第
条、第 条と同じ）、第 号・第 号：
安全管理者及び衛生管理者・産業医（第

条では安全管理者、第 条では衛生管
理者・産業医）のうちの事業者による指名
者、第 号・第 号：安全・衛生関係（第

条では安全関係、第 条では衛生関
係）の経験を持つ労働者のうちの事業者に
よる指名者と定め、第 項では、作業環境
測定士を委員として指名「できる」旨を定
め（第 条と同じ）、第 項では、総括
安全衛生管理者らによる議長を定めた第

条第 項と過半数組合／過半数代表に
よる委員推薦制（ただし議長を除く委員の
半数について）を定めた同第 項、同第
項及び第 項の過半数組合との協約による
適用除外を定めた同第 項の本条への準用
を定めている（第 条と同じ）。

＜設置義務の発生要件＞
以下の表の通り、委員会の設置義務の発

生要件は、安全委員会については、業種と
常時使用労働者数で区分されているが、衛
生委員会については、全業種の常時使用労
働者数 人以上の事業場で統一されてい
る（施行令第 条）。

（一般社団法人安全衛生マネジメント協会
の サイト（

，最
終閲覧日： 年 月 日））

安全委員会の設置につき、常時使用労働
者数 人以上という厳しい条件が設けら
れた業種は、伝統的に労災が多く、現場状
況の多様性や可変性、安全管理の複雑さや
困難さ等の事情から、委員会でのリスクや
対策の調査審議の必要性が高いと考えられ
たものと察せられる。
同じく 人以上で良いとされた業種に

小売り、卸売などのサービス業系統が多い
他、製造業でも大きなリスクが見込まれな
い業種が含められたのは理解できるとして、
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電気・ガス・水道等の公共事業系統が含め
られたのは興味深い。公共事業である分、
安全管理も十分に行うだろうという信頼が
あるということだろうか。
安全委員会の設置義務対象事業場は、必

ず衛生委員会の設置義務があるので、統合
しての設置が認められているのが、法第

条所定の安全衛生委員会であり、構成、
運用等は両委員会のそれと変わらない 。

＜調査審議事項＞
法第 条ないし第 条は、【図

（安全・衛生委員会の構成と調査審議事項
等）】記載通りの委員会の必要的調査審議
事項を定めている。
法第 条は、事業者を名宛人として、

安全委員会に、以下の事項について、調査
審議と事業者への意見具申を行わせるべき
ことを定めている。
第 号：労働者の危険防止の基本的対策、
第 号：労災の原因と再発防止策のうち

安全関連事項、
第 号：その他の労働者の危険防止関連

事項。
衛生委員会に関する第 条は、第 条

をデフォルトとして、
第 号・第 号：労働者の健康障害防

畠中元教授は、安全管理者選任対象業
種なら安全問題は存在する以上、安全委員
会も衛生委員会と同様に、安全管理者選任
対象業種であって常時使用労働者数 人
以上の全事業場に設置義務ありとすべきと
する（畠中前掲書（ 年（令和元年））

頁。筆者も賛同する。

止・健康保持増進（第 条では危険防
止）の基本的対策、
第 号：労災の原因と再発防止策のうち

衛生関連事項（第 条では安全関連事
項）、
第 号：その他の労働者の健康障害防

止・健康保持増進（第 条では危険防
止）関連事項、
を定めている。
上述の通り、第 条は、両委員会を併

合して安全衛生委員会としているため、調
査審議事項はいわずもがなのため、定めて
いない。
これらの定めの具体化は、以下のように

安衛則と関係通達で図られている。
【両委員会の調査審議事項】
①関係規程の作成（安衛則第 条第

号、第 条第 号）
②法第 条の 第 項（様々な業務内

在リスクのアセスメント及びその結果を踏
まえた対策の努力義務）及び法 条の
第 項及び第 項（政令所定の危険有害物
質（自主管理が困難で有害性が高く、特別
則で規制された 物質と許容濃度又は曝
露限界値が示されている前者含め 物質
（ 年 月 日現在）にかかるリスク
アセスメント（危険性又は有害性等の調
査）の義務とその結果を踏まえた対策の努
力義務）に基づくリスクアセスメントと対
応策のうち安全関係事項（安全委員会）、
衛生関係事項（衛生委員会）（安衛則第
条第 号、第 条第 号）
このうち、第 条の 第 項所定の有

害性調査の対象には調査の方法及び結果を
含む（昭和 年 月 日基発第
号）
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③安全衛生計画の作成、実施、評価、改
善（いわゆる ：

）に関する事項（安全関係事項：安
全委員会、衛生関係事項：衛生委員会。安
衛則第 条第 号、第 条第 号）
④安全衛生教育（安全教育：安全委員会、

衛生教育：衛生委員会）の実施計画の作成
関連事項（安衛則第 条第 号、第 条
第 号）
このうち衛生教育には、法第 条（雇

い入れ時教育、作業内容の変更時教育、危
険有害業務就業時の特別教育）及び第
条（特定業種にかかる職長教育）に基づく
衛生に係る教育のほか、適時の衛生教育が
含まれる（昭和 年 月 日基発第
号の ）
⑤労働行政から文書（勧告書、指導標等

（昭和 年 月 日基発第 号））で
命令、勧告、指導等を受けた事項に関する
こと（安全関係事項：安全委員会、衛生関
係事項：衛生委員会。安衛則第 条第
号、第 条第 号）
【衛生委員会特有の調査審議事項】
⑥作業環境測定（法第 条第 項、第
項）の結果と対応策に関する事項（安衛

則第 条第 号）
⑦新規化学物質に関する有害性調査（法

第 条の ）に関する事項（調査の方法
及び結果を含む（昭和 年 月 日基発
第 号））
⑧定期健診、臨時健診、深夜業従事者の

自主健診その他法令上の医師の診断等（法
第 条第 項～第 項、第 項、第
条の ）の結果と対応策に関する事項（安
衛則第 条第 号）
⑨健康の保持増進策（法第 条第 項

書影の措置（昭和 年 月 日基発第
号））の実施計画関連事項（安衛則第

条第 号）
⑩長時間労働による健康障害対策関連事

項（安衛則第 条第 号）
過労死が社会問題となり、脳心臓疾患の

労災認定件数も高い水準にあること等を踏
まえて、衛生委員会の付議事項に追加され
た項目である。
これには、面接指導の方法、体制のほか、

それへの労働者の申し出（特に安衛則第
条の 第 項（長時間労働面接）、第
条の 第 項（労基法第 条の 所定

の高度プロフェッショナル制度対象者から
の申し出による健康配慮 努力義務 ）に基
づくもの）がスムーズに行われるための環
境整備、高度プロフェッショナル制度対象
者以外で一定の長時間労働を行い、疲労が
認められる者等への健康配慮 努力義務 に
関する事項が含まれる 。現実的には、経
営者による労働条件適正化へ向けた全体的
な取り組みと、専門家による面接での個別
的な事情の聞き取りと対策の提案が中心に
なるということである。
⑪メンタルヘルス対策関連事項（安衛則

第 条第 号）
通達によれば、ここには計画、体制整備、

不調者への不利益取扱いの禁止、健康情報
の保護等が含まれる（平成 年 月 日
基発第 号）。行政が認識する有
効なメンタルヘルス対策のエッセンスであ
る。

労働調査会出版局編著（ 年（平成
年）） 頁。
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③安全衛生計画の作成、実施、評価、改
善（いわゆる ：

）に関する事項（安全関係事項：安
全委員会、衛生関係事項：衛生委員会。安
衛則第 条第 号、第 条第 号）
④安全衛生教育（安全教育：安全委員会、

衛生教育：衛生委員会）の実施計画の作成
関連事項（安衛則第 条第 号、第 条
第 号）
このうち衛生教育には、法第 条（雇

い入れ時教育、作業内容の変更時教育、危
険有害業務就業時の特別教育）及び第
条（特定業種にかかる職長教育）に基づく
衛生に係る教育のほか、適時の衛生教育が
含まれる（昭和 年 月 日基発第
号の ）
⑤労働行政から文書（勧告書、指導標等

（昭和 年 月 日基発第 号））で
命令、勧告、指導等を受けた事項に関する
こと（安全関係事項：安全委員会、衛生関
係事項：衛生委員会。安衛則第 条第
号、第 条第 号）
【衛生委員会特有の調査審議事項】
⑥作業環境測定（法第 条第 項、第
項）の結果と対応策に関する事項（安衛

則第 条第 号）
⑦新規化学物質に関する有害性調査（法

第 条の ）に関する事項（調査の方法
及び結果を含む（昭和 年 月 日基発
第 号））
⑧定期健診、臨時健診、深夜業従事者の

自主健診その他法令上の医師の診断等（法
第 条第 項～第 項、第 項、第
条の ）の結果と対応策に関する事項（安
衛則第 条第 号）
⑨健康の保持増進策（法第 条第 項

書影の措置（昭和 年 月 日基発第
号））の実施計画関連事項（安衛則第

条第 号）
⑩長時間労働による健康障害対策関連事

項（安衛則第 条第 号）
過労死が社会問題となり、脳心臓疾患の

労災認定件数も高い水準にあること等を踏
まえて、衛生委員会の付議事項に追加され
た項目である。
これには、面接指導の方法、体制のほか、

それへの労働者の申し出（特に安衛則第
条の 第 項（長時間労働面接）、第
条の 第 項（労基法第 条の 所定

の高度プロフェッショナル制度対象者から
の申し出による健康配慮 努力義務 ）に基
づくもの）がスムーズに行われるための環
境整備、高度プロフェッショナル制度対象
者以外で一定の長時間労働を行い、疲労が
認められる者等への健康配慮 努力義務 に
関する事項が含まれる 。現実的には、経
営者による労働条件適正化へ向けた全体的
な取り組みと、専門家による面接での個別
的な事情の聞き取りと対策の提案が中心に
なるということである。
⑪メンタルヘルス対策関連事項（安衛則

第 条第 号）
通達によれば、ここには計画、体制整備、

不調者への不利益取扱いの禁止、健康情報
の保護等が含まれる（平成 年 月 日
基発第 号）。行政が認識する有
効なメンタルヘルス対策のエッセンスであ
る。

労働調査会出版局編著（ 年（平成
年）） 頁。
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⑫おそらく②に関連して、リスクアセス
メント対象物を取り扱う事業場におけるば
く露低減措置、対象物ばく露者対象の健診
の実施、健診結果に基づく事後措置その他
の対応策に関する事項（安衛則第 条の
）
これらのうち、最も本質的なのは②であ

ろう。通達（平成 年 月 日基発第
号）も、「事業場における安全衛

生水準の向上には、事業場トップ及び労働
災害防止の当事者であり現場を熟知してい
る労働者が参画する安全衛生委員会等（安
全委員会、衛生委員会及び安全衛生委員会
をいう。・・・）の活性化が必要であるこ
とから」同委員会等の調査審議事項に、②
と③「に関することが含まれることとした
こと」と述べている。①④は②の実現のた
めの重要な方策であり、③は②のはじめの
一歩（一丁目一番地）である。衛生関係で
は、化学物質（特に有害物）対策と心身の
作業関連疾患対策（特に長時間労働による
脳心臓疾患対策とメンタルヘルス対策）が
重視され、より積極的な心身の健康づくり
がそれに次いで重視されていることも看守
できる。

＜委員会の構成＞
法第 条ないし第 条は、【図

（安全・衛生委員会の構成と調査審議事項
等）】記載通りの委員会の構成を定めてい
る。畠中元教授は、法第 条第 項柱書
及び第 条第 項柱書からも、法定され
た構成は安全・衛生委員会の成立要件であ
り、構成要素の つが欠けても委員会は不

適法、未設置となるとする 。刑事処分を
受ける可能性が生じるということである
（法第 条を参照されたい）。
第 条第 項第 号及び第 条第

項第 号、第 条第 項第 号の委員
（以下、「第 号委員」という）は、各条
第 項により議長となるべき者であり（議
長は 名に限られる（法第 条第 項但
書、法第 条第 項但書） ）、総括安
全衛生管理者に準じる者（副所長、副工場
長等）も含まれる（昭和 年 月 日基
発第 号、昭和 年 月 日基発第

号）。安全・衛生委員会は事業者の諮
問機関であり、安全衛生が事業上の重要問
題であることからは、トップマネジメント
の議長就任が望ましいことには違いないが、
事業規模が大きくなるほど安全衛生の専門
性が増すうえ、トップマネジメントの役割
を経営判断等に絞り込む必要が生じること
はやむを得ない。そうした事情が汲まれた
ものと思われるが、審議上の判断の権限を
持ち、決議事項が確実に履行される程度に
トップマネジメントと関係が近い人物でな
ければならない。
第 条第 項第 号及び第 条第

項第 号、第 条第 項第 号・第 号
の委員（以下、「安全・衛生経験者委員」
という）のうち第 条第 号の委員（以
下、「安全経験者委員」という）は、直接
的な安全業務の経験者のみでなく、生産工

畠中前掲書（ 年（令和元年））
頁。
畠中前掲書（ 年（令和元年））

頁。
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程の実作業や管理業務など、安全に関係す
る実作業や管理業務の経験者も含む（昭和
年 月 日基発第 号）。
安全は衛生より生産工程そのものと関係

が深いこと、衛生ほど横断的な専門性を必
要としないことを示唆していると解される。
法第 条第 項（第 条第 項、第
条第 項により、衛生委員会、安全衛

生委員会に準用）は、議長以外の委員の半
数を過半数組合や過半数代表の推薦により
決すべき旨定めているが、事業者が推薦者
と誠実に話し合っている限り、推薦が得ら
れないために指名できず、委員会を設置で
きなくても、刑事責任は生じない（昭和
年 月 日基発第 号）。
なお、「推薦に基づき指名」するとは、

過半数組合等から適法に委員の推薦があれ
ば、議長以外の委員の半数を限度にその者
を委員に指名せねばならないことを意味す
る（昭和 年 月 日基発第 号）。
構成員の数は、事業場の規模や作業の実態
に即して適宜決定されねばならない（昭和
年 月 日基発第 号）。
衛生委員会及び安全衛生委員会には産業

医の指名が求められている（法第 条第
項）。しかし、通達によれば、専属産業

医である必要はない（昭和 年 月 日
基発第 号の ）。また、産業医の出席
を委員会の開催要件とするか否かは、安衛
則第 条の第 項の「委員会の運営につ
いて必要な事項」に該当し、各委員会の判
断に委ねられる。産業医の質量不足を踏ま
えた示唆と思われるが、先述した通り、衛
生委員会にも出席しない産業医は不適任だ

ろうし 、仮に適任な産業医が出席を希望
しているのに事業者があえて出席させない
場合、その改善を求める勧告を発すること
は可能であり、当該勧告は衛生委員会等に
報告されねばならず、それに基づく不利益
取扱いは規制されることとなろう（法第
条第 項・第 項、安衛則第 条第

項、第 項等）。
法第 条第 項（第 条第 項、第
条第 項により、衛生委員会、安全衛

生委員会に準用）は、総括安全衛生管理者
らによる議長を定めた第 項と過半数組合
／過半数代表による委員推薦制（ただし議
長を除く委員の半数について）を定めた第
項の過半数組合との協約による適用除外

を定めている。第 項も第 項も重要な安
全衛生方針への労使参加の担保を図ったも
のなので、過半数組合との間で締結された

前述した通り、筆者は、労働者や労働
者集団からの合理的な根拠に基づく産業医
の交替要求に適正に応じることは、使用者
の安全配慮義務の一環だと論じたことがあ
る（三柴丈典「使用者の健康・安全配慮義
務」『講座・労働法の再生（ ）』（日本評論
社、 年） 頁）。また、通達の中に
は、長時間労働による健康障害対策やメン
タルヘルス対策における産業医や衛生管理
者の役割の重要性を踏まえ、適正な選任
（と衛生委員会への参加の徹底）の必要性
を述べたものがある（平成 年 月 日
基発第 号）。ただし、後掲する東
京地判平成 年 月 日 ジ
ャパンからも窺われるように、実際に不適
正な選任による安全配慮義務違反が司法に
肯定されるケースは多くないと思われる。
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程の実作業や管理業務など、安全に関係す
る実作業や管理業務の経験者も含む（昭和
年 月 日基発第 号）。
安全は衛生より生産工程そのものと関係

が深いこと、衛生ほど横断的な専門性を必
要としないことを示唆していると解される。
法第 条第 項（第 条第 項、第
条第 項により、衛生委員会、安全衛

生委員会に準用）は、議長以外の委員の半
数を過半数組合や過半数代表の推薦により
決すべき旨定めているが、事業者が推薦者
と誠実に話し合っている限り、推薦が得ら
れないために指名できず、委員会を設置で
きなくても、刑事責任は生じない（昭和
年 月 日基発第 号）。
なお、「推薦に基づき指名」するとは、

過半数組合等から適法に委員の推薦があれ
ば、議長以外の委員の半数を限度にその者
を委員に指名せねばならないことを意味す
る（昭和 年 月 日基発第 号）。
構成員の数は、事業場の規模や作業の実態
に即して適宜決定されねばならない（昭和
年 月 日基発第 号）。
衛生委員会及び安全衛生委員会には産業

医の指名が求められている（法第 条第
項）。しかし、通達によれば、専属産業

医である必要はない（昭和 年 月 日
基発第 号の ）。また、産業医の出席
を委員会の開催要件とするか否かは、安衛
則第 条の第 項の「委員会の運営につ
いて必要な事項」に該当し、各委員会の判
断に委ねられる。産業医の質量不足を踏ま
えた示唆と思われるが、先述した通り、衛
生委員会にも出席しない産業医は不適任だ

ろうし 、仮に適任な産業医が出席を希望
しているのに事業者があえて出席させない
場合、その改善を求める勧告を発すること
は可能であり、当該勧告は衛生委員会等に
報告されねばならず、それに基づく不利益
取扱いは規制されることとなろう（法第
条第 項・第 項、安衛則第 条第

項、第 項等）。
法第 条第 項（第 条第 項、第
条第 項により、衛生委員会、安全衛

生委員会に準用）は、総括安全衛生管理者
らによる議長を定めた第 項と過半数組合
／過半数代表による委員推薦制（ただし議
長を除く委員の半数について）を定めた第
項の過半数組合との協約による適用除外

を定めている。第 項も第 項も重要な安
全衛生方針への労使参加の担保を図ったも
のなので、過半数組合との間で締結された

前述した通り、筆者は、労働者や労働
者集団からの合理的な根拠に基づく産業医
の交替要求に適正に応じることは、使用者
の安全配慮義務の一環だと論じたことがあ
る（三柴丈典「使用者の健康・安全配慮義
務」『講座・労働法の再生（ ）』（日本評論
社、 年） 頁）。また、通達の中に
は、長時間労働による健康障害対策やメン
タルヘルス対策における産業医や衛生管理
者の役割の重要性を踏まえ、適正な選任
（と衛生委員会への参加の徹底）の必要性
を述べたものがある（平成 年 月 日
基発第 号）。ただし、後掲する東
京地判平成 年 月 日 ジ
ャパンからも窺われるように、実際に不適
正な選任による安全配慮義務違反が司法に
肯定されるケースは多くないと思われる。

分担研究報告書（三柴 丈典）

労働協約による条件変更であればよしとす
る趣旨だが 、第 項が持つ経営トップ層
に委員会をリードさせ、決議事項を確実に
履行させる趣旨、第 項が持つ現場を知る
労働者の意見を委員会審議に反映させる趣
旨に著しく悖る労働協約の場合、公序良俗
に反するか、協約自治の限界を超える、あ
るいは協約意思の否定により、その規範的
効力を否定され得ると解される。
なお、現行安衛法において、旧労基法

（旧安衛則）時代には存在した安全・衛生
委員会の運営にかかる過半数決定規定（旧
安衛則第 条第 項等）が削除されたのは、
安全衛生問題の本来的性格から、労使の意
見の合致を前提とすべきとの趣旨による
（昭和 年 月 日基発第 号）。

＜その他委員会運営に関すること＞
事業者には、委員会の会議を 回／月以

上開催する努力義務が課されている（安衛
則第 条第 項）ほか、委員会の招集、
議事の決定、専門委員会の設置等の運営上
の必要事項の定めは委員会に委ねられてい
る（同条第 項、昭和 年 月 日基
発第 号の ）。
もっとも、その透明性確保のため、議事

概要の労働者への周知（作業場での掲示、
書面交付、電磁データへの記録とアクセス
の確保等による）、議事要録の作成と 年
間保存（安衛則第 条第 項、第 項）
等が定められている。
また、通達（平成 年 月 日基発第

労働調査会出版局（ 年（平成
年）） 頁。

号）では、安全・衛生委員会がそ
の本来的役割を果たすためには、トップマ
ネジメントと現場をよく知る労働者の関与
が必要なこと、法定調査審議事項の中でも、
リスクアセスメントとその結果に基づく対
策、トップによる主体的な計画の作成、そ
れを踏まえた （計画）－ （実行）－
（確認）－ （改善）サイクルの推進（安
衛則第 条第 号、第 号、第 条第
号、第 号）を果たすことが重要な旨が示
唆されている。特に長時間労働による健康
障害対策やメンタルヘルス対策の重要性、
これらの対策における産業医や衛生管理者
の役割の重要性を前提に、その適正な選任、
出席の徹底と共に、調査審議の結論の尊重
も示唆されている。

関係規定
特になし。

運用
適用の実際

行政官等向けの法運用に関する調査では、
第 条から第 条にかけて、安衛令で定
める業種と規模の事業場において、本条で
定める安全委員会等を設けていない場合、
一律的に適用するとの回答や、ある金属製
品製造業で常時使用労働者数が 人以上
の事業場（安全委員会と衛生委員会の双方
ないし両者を合同した安全衛生委員会の設
置義務がある）で安全委員会も衛生委員会
も設置されていなかったため、安衛法
条第 項と安衛法第 条第 項双方の法
違反を指摘したとの回答があった（令和
年度本研究プロジェクトによる行政官・元
行政官向け法令運用実態調査（三柴丈典担
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当））。
法第 条から第 条は、安定して一定

数の違反指摘があり、労働基準監督年報
（厚生労働省労働基準局）の定期監督等実
施状況・法違反状況の集計（平成 年～
令和 年。森山誠也監督官による）では、
概ね ～ 件だった。これに対して、
同じ資料での送検件数（≠送検人員数）は
合計 件にすぎない（同前）。法第 条
（作業主任者選任関係）違反では、毎年

件程度送検されているのに比べ、刑事
処分までは求められ難い規定であることが
窺われる（後掲の【労働基準監督年報の経
年データ①（送検件数）】と【労働基準監
督年報の経年データ②（違反指摘件数）】
を参照されたい）。
安全衛生委員会の活動実態（特に衛生関

係）に関する統計と事例を簡潔にまとめ、
活性化提言を行った近年の好著として、加
藤憲忠『実践・安全衛生委員会の実務（増
補版）』（産業医学振興財団、 年）
がある。同書では、労災問題の減少や間接
部門における課題の少なさ等を背景に委員
会の議論がマンネリ化した際の活性化方策
として、産業保健専門職による課題（要対
応リスク）の明示、事業場ごとの安全衛生
課題を踏まえた講話、巡視による職場事情、
職場の人物マップの把握を前提とした委員
への情報提供や感情への働きかけ等が示唆
されている。

関係判例
安全委員会関係

）刑事事件
・見当たらなかった。

）民事事件
おむつやシーツのクリーニング業を営む

会社で働いていた知的障害者が、クリーニ
ング工場の大型自動洗濯・乾燥機に挟まっ
た洗濯物をとるため一部のスイッチを切っ
て機械内に入ったところ、機械が再稼働し
て頭蓋内損傷等を負って死亡した事案で、
同社の代表取締役 名（社長と副社長）が、
業務や安全の管理権限を持ち、被災者の知
的障害も認識しながら、同人に作業上・安
全上の注意を十分に行わず、現場作業を任
せきりにし、安衛法に違反して、安全管理
者等を選任せず、安全委員会等を設置しな
いなど、所要の安全管理体制を整備しなか
った結果、被災者が必要なスイッチを切ら
ずに機械内に入って負傷・死亡したものと
して、彼らの不法行為責任を認めたうえ、
民商法上の法条に基づき会社の責任も認め
た例（ サプライ 知的障害者死亡災害 事
件東京地八王子支判平成 年 月
日）

【事実の概要】
亡 は、幼少期から発達遅滞が認められ、
が ～ 程度で推移するなど、障害等

級 級程度の知的障害を抱えており、小中
学校共に特殊学級で学んだ後、別の会社で
働いたたが続かず、中学校の担任だった教
諭の紹介で、病院やホテル等を顧客として
おむつやシーツ等のクリーニング業等を営
み、そうした生徒を積極的に採用していた
（被告会社）に就職した。障害の程度が

軽度だったため、障害者手帳等は取得して
いなかったが、代表取締役社長 、同副
社長 のほか、本人の上司らも、障害者
であること、読解力、思考力、判断力等に
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軽度だったため、障害者手帳等は取得して
いなかったが、代表取締役社長 、同副
社長 のほか、本人の上司らも、障害者
であること、読解力、思考力、判断力等に
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乏しく、臨機応変な対応が苦手なこと等を
認識していた。

は、本件災害当時、従業員数 名
強（多くはパート。全体のうち障害者が

名弱）で、 が設立し、本件災害時に
も、重要事項は自ら決定していたが、
が日常業務を担当して、 を補佐してお
り、本件災害時に亡 が就労していた稲城
事業所・工場（本件事業所）の視察や管理
も行っていた。

は、当初従業員数 人未満の つの
事業所・工場を保有していたが、本件事業
所が新設され、一方の事業所の機能が移っ
た際に本件事業所の規模が従業員数 人
を超え、安衛法上、概ね安全・衛生管理者
や産業医の選任、安全・衛生委員会の設置
が義務づけられることとなり、本件災害当
時は 人を超えていたが、それらの選任
も設置もしていなかった。また、亡 らに
対して、洗濯ラインの機械の操作方法やト
ラブル時の対応法等に関する安全教育も行
われておらず、取扱い説明書等も配布され
ておらず、本人も部下らも機械の非常停止
の方法を知らなかった。
本件災害当時、亡 は、本件事業所のダ

イアパー部というおむつの洗濯、乾燥から
乾燥、畳んで結束する作業までを担う部署
に所属し、 副工場長のもと、 人の部下
（知的障害者であり、 から機械の操作
自体を禁じられていた）を指示・監督する
洗濯主任の立場にあり、 の不在時は現場
作業を任されていた。
災害当日は、本件事業所に設置され、洗

濯物と水・洗剤を投入して、洗濯・乾燥、
洗濯物のほぐし、 にあるレシーバーへ
の吸い上げ等を行う大型機械（本件機械）

を操作していたが、シェーカー（洗濯物を
回転させつつほぐす直径 程の大
型回転機械）のうち、エアーシューター
（ほぐされた洗濯物を風圧で に設置さ
れた洗濯物受け レシーバー まで吸い上げ
る機械）との接続部に洗濯物が詰まり、回
転が停止した。そこで、乾燥機操作盤の非
常停止ボタンを押し、排出操作盤の傾斜コ
ンベヤーのセレクタースイッチを「停」に
して（その他にエアシューター制御盤のシ
ェーカー、エアシューター、レシーバーの
セレクタースイッチ等があたが、全て「自
動」状態だった）、傾斜コンベヤーを登り
シェーカーに入って異物を取り出していた。
すると、何らかの理由で傾斜コンベヤーの
光センサーの光軸が遮られ、シェーカーと
エアシューターが再稼働したため、内部で
全身を打たれ、エアシューターに頭を引き
込まれた後、頭蓋内損傷により死亡した。
これを受け、 と は、安衛法上の安

全管理者選任義務違反等により罰金刑を受
けた。
そこで、亡 の遺族 が、 、 につ

いては、安全配慮義務違反による不法行為
責任（民法第 条）、 については、
当該不法行為を前提として、商法第 条
第 項、第 条第 項、民法第 条第
項に基づく責任を負う旨主張して提訴した。

【判旨～原告請求認容～】
【事実の概要】所掲の通り、本件事業所

では、常時使用労働者数が 人を超え、
本件災害当時は 人を超えていたが、

は、安衛法上求められる安全・衛生管
理者、産業医の選任、安全・衛生委員会の
設置共に行っていなかった。 、 は、
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その事実を知りつつ、本件災害に至るまで
行わなかった。
また、亡 らに対して、洗濯ラインの機

械の操作方法やトラブル時の対応法等に関
する安全教育も行われておらず、取扱い説
明書等も配布されておらず、本人も部下ら
も機械の非常停止の方法を知らなかった。
その他、【事実の概要】所掲の経過から、
本件災害が生じた。

及び の地位、業務内容、 の規
模、本件事業所の での位置づけ、両名
の本件事業所の業務への関与の強さ等から
すれば、両名は において、人的・物的
環境整備の安全配慮義務を負っていた。す
なわち、亡 の生命身体に危害が及ばない
よう、機械設備その他の物的設備を整備し、
管理者に工場内の機械設備や作業方法等の
リスクを調査及び対応をさせる等の安全管
理体制を整備し、日常的な機械の取扱方法
や作業手順、トラブル時の対処方法等につ
いて安全教育を行い、緊急時対応が可能な
人的体制を整備すべきだったのに怠り、そ
れゆえに本件災害が生じたから、 及び

は、民法第 条に基づく不法行為責
任を負い、両名は の代表取締役として
の職務上過失を犯したから、 は、商法
第 条第 項、第 条第 項、民法第
条第 項に基づき損害賠償責任を負う

【判決から汲み取り得る示唆】
安全委員会の設置義務違反が安全配慮義

務違反などの民事上の過失と評価される場
合、安全・衛生管理者の選任義務違反など、
他の安全衛生管理体制整備の不備と共に過
失の要素とされることが多いが、実際にそ
うした体制整備がされていれば災害を防げ

たかについての具体的な論証はされないこ
とが多い。
これは、体制整備自体の重要性を示唆す

る趣旨と解され、特に未解明なリスクや、
発生機序が不明確な災害（本件も、実際に
は、被災者が取った措置 傾斜コンベアの
停止 後になぜシェーカーが再稼働したか
の理由は分かっていない）の過失認定で重
要な役割を担っている。
逆に言えば、不確実性の高いリスクに対

応するうえでは、この委員会での調査審議
の実績をつくることで、結果がうまくいか
なくても、過失認定を免れる可能性が高ま
るということである。

（安全）衛生委員会関係
）刑事事件
・見当たらなかった。

）民事事件
＊以下の 例は、雇用者に安全衛生委員

会が設置されていたため、判決もそれに言
及した例だが、実質的には衛生委員会の機
能が問われたものなので、衛生委員会の分
類で取り扱う。
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（ ）アスベストに長期間曝露したうち
人は悪性中皮腫で死亡し、もう 人は石綿
肺等に罹患した事案で、被告会社に認めら
れた安全配慮義務違反の一環として労働者
への所要の教育義務違反が指摘され、これ
に安全衛生委員会でアスベストの危険性や
マスク使用等の予防策が十分に協議されな
かったことが含まれるとされた例（石綿管
製造会社石綿関連疾患事件さいたま地判平
成 年 月 日裁判所 サイト）

【事実の概要】
亡 （おそらく昭和 年頃生まれ）は

昭和 年から昭和 年まで約 年（退
職は昭和 年末）、 （昭和 年生ま
れ）は、昭和 年から昭和 年まで約

年（退職は昭和 年末）、石綿セメン
ト管製造業を営む （被告会社）の石綿粉
じんが発生する職場で就業していた。その
工程は、①石綿を粉砕して解綿し、セメン
ト等と混ぜて管の形に固めたうえで、②寸
法合わせのために切断、切削するものだっ
た。また、③石綿管同士を接合する継ぎ手
製品の製作も切削作業を伴った。両名共に、
昭和 年の健診結果で、翌年にじん肺管
理区分 と決定された。亡 は、退職か
ら約年後の平成 年に悪性胸膜中皮腫で
死亡し（診断は死亡の ヶ月前）、 は、
平成 年に胸部肥厚斑が認められ、平成
年には続発性気管支炎を合併した。
以上の経過を踏まえ、亡 の遺族 と

存命の が を相手取り、安全配慮義務
違反の債務不履行又は不法行為に基づき損
害賠償請求をしたのが本件である。

【判旨～ ら請求認容～】
安全配慮義務の前提として使用者が認識

すべき予見義務の内容は、安全性に疑念を
抱かせる程度の抽象的な危惧で足り、障害
の性質、程度や発症頻度まで具体的に認識
する必要はない。
石綿粉じんが有害性認識のもと、労基法

に基づく規制や通達によって、石綿粉じん
発散場所での労働への規制が進む中、昭和

年にじん肺法が制定され、石綿の解き
ほぐし、石綿製品の切断、研磨、仕上げ等
の作業が適用対象とされ、粉じんの発散抑
制、保護具使用等の適切な措置の努力義務、
常時粉じん作業に従事する労働者への教育、
定期じん肺健診、管理区分決定時の本人へ
の通知等の義務が定められた。
よって、昭和 年頃には、石綿関連事

業を営む に、石綿粉じん曝露の健康被害
につき予見可能性があった。たとえ中皮腫
の発症を予見していなくても、予見義務を
認め得る。

には、従業員への安全配慮義務として、
昭和 年当時の法令等に照らし、①作業
環境測定義務、②発生飛散抑制義務、③マ
スク配布及び着用指導義務、④教育義務、
⑤健診実施義務があった。
①作業環境測定義務について
作業環境測定は、健康被害防止対策の全

体だし、昭和 年の環境改善通達（労働
省労働基準局長発「職業病予防のための労
働環境の改善等の促進について」）でも、
石綿取扱い職場での測定位置、測定方法、
石綿抑制目標限度が定められていたから、
定期的に実施する義務があったが履行しな
かった。
②発生飛散抑制義務について
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昭和 年制定の労基法及び旧安衛則で、
有害粉じん発生場所での密閉装置等の設置
が使用者に義務づけられ、昭和 年頃に
は石綿粉じんの有害性が にも予見可能と
なり、昭和 年環境改善通達に前掲の示
唆がされたことから、 は、昭和 年以
降、石綿粉じんの発生飛散抑制措置を講じ
る義務があったが履行しなかった。
③マスク配布及び着用指導義務について
昭和 年制定の労基法及び旧安衛則で、

適当な保護具の備え付けが使用者に義務づ
けられ、昭和 年に粉じんマスクの規格
が定められ、昭和 年の通達（労働省労
働基準局長通達「粉じんマスクの規格の制
定及び検定の実施について」）で石綿粉じ
ん発生作業が例示され、昭和 年のじん
肺法でも、保護具の使用等についての適切
な処置の努力が定められたことから、 に
は、法令に適合したマスクの配布と着用指
導義務があったが履行しなかった。
④教育義務について
昭和 年のじん肺法により、常時粉じ

ん作業者への教育義務が設けられたことか
らも、 には石綿粉じんの有害性や関連疾
患の予防方法にかかる教育義務があったが
履行しなかった。

は、安全衛生委員会でマスクの使用状
況や粉じんの発生状況等の確認、改善策等
が協議されていたと主張するが、実際のマ
スク不使用者の存在や、石綿粉じん曝露作
業の継続等から、「十分に協議されていた
とは認められない」（＊下線は筆者が添付
した）。
⑤健診実施義務
昭和 年のじん肺法により、健診の実

施と管理区分決定時の通知義務が設けられ

たが、 は昭和 年頃まで履行していな
かった。
以上から、 は、安全配慮義務違反によ

り、損害賠償責任を負う。同内容の過失に
基づく不法行為責任も負う。

【判決から汲み取り得る示唆】
被告会社からの主張への対応ではあるが、

安全衛生委員会で有害物質のリスクや有効
な対応策を十分に協議しなかったことが、
安全配慮義務の一環としての教育義務違反
の一要素とされた。また、実際のマスク不
着用者や石綿粉じん曝露作業の継続等の実
態を協議不充分の論拠としている。
やや穿った見方だが、これは、安全衛生

委員会の労働者への教育的効果を示唆する
ものとも解し得る。

（ ）若手医師が上司の医師からのハラス
メントや長時間労働の後に自殺して遺族が
病院や上司に損害賠償を求めた事案につき、
同様の立場にあった若手医師が退職した経
緯やその証言等からハラスメントの事実を
認定したうえで、長時間労働等による過重
負荷との相乗的効果として被害が発生した
ものであり、公務員である上司は本件で個
人責任を負わないが、病院は、院長や上司
が上記の負荷要因を認識し得た以上、有効
な防止策を講じるべきだったし、少なくと
も彼の自殺後に当該病院で開催された安全
衛生委員会で提案されたような対応策（懇
親会開催による親睦、産業保健スタッフに
よる面接指導等）を講じるべきだったのに
行わなかった等の過失につき債権債務法、
国賠法上の責任を競合的に負い、医療機関
としての特殊事情があっても免責されない
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昭和 年制定の労基法及び旧安衛則で、
有害粉じん発生場所での密閉装置等の設置
が使用者に義務づけられ、昭和 年頃に
は石綿粉じんの有害性が にも予見可能と
なり、昭和 年環境改善通達に前掲の示
唆がされたことから、 は、昭和 年以
降、石綿粉じんの発生飛散抑制措置を講じ
る義務があったが履行しなかった。
③マスク配布及び着用指導義務について
昭和 年制定の労基法及び旧安衛則で、

適当な保護具の備え付けが使用者に義務づ
けられ、昭和 年に粉じんマスクの規格
が定められ、昭和 年の通達（労働省労
働基準局長通達「粉じんマスクの規格の制
定及び検定の実施について」）で石綿粉じ
ん発生作業が例示され、昭和 年のじん
肺法でも、保護具の使用等についての適切
な処置の努力が定められたことから、 に
は、法令に適合したマスクの配布と着用指
導義務があったが履行しなかった。
④教育義務について
昭和 年のじん肺法により、常時粉じ

ん作業者への教育義務が設けられたことか
らも、 には石綿粉じんの有害性や関連疾
患の予防方法にかかる教育義務があったが
履行しなかった。

は、安全衛生委員会でマスクの使用状
況や粉じんの発生状況等の確認、改善策等
が協議されていたと主張するが、実際のマ
スク不使用者の存在や、石綿粉じん曝露作
業の継続等から、「十分に協議されていた
とは認められない」（＊下線は筆者が添付
した）。
⑤健診実施義務
昭和 年のじん肺法により、健診の実

施と管理区分決定時の通知義務が設けられ

たが、 は昭和 年頃まで履行していな
かった。
以上から、 は、安全配慮義務違反によ

り、損害賠償責任を負う。同内容の過失に
基づく不法行為責任も負う。

【判決から汲み取り得る示唆】
被告会社からの主張への対応ではあるが、

安全衛生委員会で有害物質のリスクや有効
な対応策を十分に協議しなかったことが、
安全配慮義務の一環としての教育義務違反
の一要素とされた。また、実際のマスク不
着用者や石綿粉じん曝露作業の継続等の実
態を協議不充分の論拠としている。
やや穿った見方だが、これは、安全衛生

委員会の労働者への教育的効果を示唆する
ものとも解し得る。

（ ）若手医師が上司の医師からのハラス
メントや長時間労働の後に自殺して遺族が
病院や上司に損害賠償を求めた事案につき、
同様の立場にあった若手医師が退職した経
緯やその証言等からハラスメントの事実を
認定したうえで、長時間労働等による過重
負荷との相乗的効果として被害が発生した
ものであり、公務員である上司は本件で個
人責任を負わないが、病院は、院長や上司
が上記の負荷要因を認識し得た以上、有効
な防止策を講じるべきだったし、少なくと
も彼の自殺後に当該病院で開催された安全
衛生委員会で提案されたような対応策（懇
親会開催による親睦、産業保健スタッフに
よる面接指導等）を講じるべきだったのに
行わなかった等の過失につき債権債務法、
国賠法上の責任を競合的に負い、医療機関
としての特殊事情があっても免責されない
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とした例（公立八鹿病院組合ほか事件平成
年 月 日判例時報 号 頁【上

告が認められず、確定】）
【事実の概要】
医師となって３年目、整形外科医となっ

て半年ほどの新人医師である亡Ｂは、Ｙ
（病院を運営する被告組合）での勤務開始
後、新人としては多い患者数の診察や当直
等により、月 時間を超える時間外労働
を行う一方、上司であるＹ （医長）から
は身体的な暴行のほか、仕事ぶりが給料に
相当しない、それを「両親に連絡しよう
か」等の発言、Ｙ （部長）からは、「田
舎の病院だと思ってなめてるのか」等の発
言を受けた後、勤務開始の か月後にはう
つ病を発症して自殺した。
そこで、亡Ｂの両親（Ｘら）がＹ につ

き債務不履行又は不法行為、Ｙ２及びＹ３
につき不法行為に基づき損害賠償請求した。
また、 審で １に対する国賠法に基づく
請求を追加した。

【判旨～Ｘら請求一部認容～】
Ｙ 及びＹ が、社会通念上許容される

指導又は叱責の範囲を超える言動を行って
いたことは、亡Ｂの前任までの複数の医師
が、彼らに相談すると怒鳴られたり、無能
扱いされるなどしたため委縮した旨証言し、
うち３名が半年で退職していたこと等から
も裏付けられる。
本件病院で亡Ｂが従事していた業務は、

質量共に相当過重であったばかりか、Ｙ
とＹ から「パワハラを継続的に受けてい
た」。これらが重層的かつ相乗的に作用し
て一層過酷な状況に陥った。
亡Ｂに特に素因は認められないが、遅く

とも自殺した月の上旬にはうつ病を発症し
た。
Ｙらは、亡Ｂの能力不足による自信喪失

が自殺の原因との趣旨の主張をするが、同
程度の職務経験者と比べて、特別にミスが
多いとか、格別能力が劣っていたとはいえ
ないし、自殺前には、心身の疲弊により余
計にミスが誘発されたと察せられる。
Ｙ は、亡Ｂの赴任前から、Ｙ らの下

にいた医師からの異動願等によって彼らに
よるパワハラを認識し、その後院長への暴
行の報告等から亡Ｂへのパワハラも認識し、
時間外手当の支払いから時間外労働につい
て認識していた以上、亡Ｂの自殺後に開催
された安全衛生委員会で提言された方法
（歓迎会、診療科を跨いで繋がる機会の提
供、産業保健スタッフによる面接指導等）
などにより、新人医師らの労働環境整備に
努めるべきだったし、遅くとも自殺の前月
下旬頃には、その勤務状況を把握し、Ｙ２
らにパワハラの是正を求めるとともに、本
人を休職させる等の措置をとるべきであり、
そうしていれば自殺を防止できる蓋然性が
あった（＊下線は筆者が添付した）。しか
し、勤務時間の把握自体充分にせず、パワ
ハラを認識しながら、本人にしばらく我慢
してもらうか、派遣元の大学病院への転属
を申し出るのを待てばよいとの認識で放置
していた以上、安全配慮義務違反が認めら
れる。
Ｙ は、院長及びＹ がその義務に従っ

た権限行使を怠った以上、国賠法上の責任
も負うが、Ｙ らのパワハラは、公立病院
であるＹ の職務を行うについて行われた
ので、彼らは個人的な責任を負わない。
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【汲み取り得る示唆】
（安全）衛生委員会は、自殺対策も議題

とし得る。安衛則第 条が、同委員会へ
の付議事項として、メンタルヘルス対策
（第 号）、長時間労働による健康障害
対策（第 号）等を定めているので、確認
的示唆とも言えるが、実際に過失の判断材
料とされていることは興味深い。
また、そこで提案された対策に、懇親会

の開催や産業保健職による面接指導、メン
タルヘルス対策専門会議の開催など、本人
の「内なる声」の聞き取りを含むコミュニ
ケーションの促進、関係者の意識や知識の
共有を図る事柄が含まれていることも示唆
的である。

第 条の

条文
（安全管理者等に対する教育等）

第十九条の二 事業者は、事業場におけ
る安全衛生の水準の向上を図るため、
安全管理者、衛生管理者、 安全衛生
推進者、衛生推進者その他労働災害の
防止のための業務に従事する者に対
し、これらの者が従 事する業務に関
する能力の向上を図るための教育、講
習等を行い、又はこれらを受ける機会
を与えるように努めなければならな
い。

２ 厚生労働大臣は、前項の教育、講習
等の適切かつ有効な実施を図るため必
要な指針を公表するものとする。

３ 厚生労働大臣は、前項の指針に従
い、事業者又はその団体に対し、必要

な指導等を行うことができる。

趣旨と内容
新規の機械設備、化学物質の登場、産業

の高度化、高年齢労働者の増加、健診にお
ける有所見者の増加等を背景に、安全衛生
管理上、知識・技能の更新が必要になるし、
既知の知識の反復学習の必要もある。
そこで、安全・衛生管理者、安全・衛生

推進者、その他労災防止業務に従事する者
（作業主任者、元方安全衛生管理者等を想
定している（昭和 年 月 日基発第

号の ））を対象に、能力向上教育等
を行うか、受講機会を付与する努力義務を
課したものである。
本条第 項を受け、安衛則第 条は、

国による指針の公表（官報掲載、都道府県
労働局等での公表等）を定めた。また、平
成 年の改正（労働省令第 号）で、第

条の が設けられ、厚生労働大臣によ
る自主的活動促進のための指針の公表につ
いて定め、これに基づき、「労働安全衛生
マネジメントシステム指針（平成 年労
働省告示第 号、最新改正：令和元年厚
生労働省告示第 号）」が発出されてい
る。これは、安全衛生管理のベテランの引
退によるノウハウの継承困難を想定し、国
際動向も踏まえてシステマチックな安全衛
生管理を狙ったもので、
ア 経営者によるリード（安全衛生方針

の表明）
イ 機械設備、化学物質等の危険・有害

要因（危険性・有害性の分類と具体例につ
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【汲み取り得る示唆】
（安全）衛生委員会は、自殺対策も議題

とし得る。安衛則第 条が、同委員会へ
の付議事項として、メンタルヘルス対策
（第 号）、長時間労働による健康障害
対策（第 号）等を定めているので、確認
的示唆とも言えるが、実際に過失の判断材
料とされていることは興味深い。
また、そこで提案された対策に、懇親会

の開催や産業保健職による面接指導、メン
タルヘルス対策専門会議の開催など、本人
の「内なる声」の聞き取りを含むコミュニ
ケーションの促進、関係者の意識や知識の
共有を図る事柄が含まれていることも示唆
的である。

第 条の

条文
（安全管理者等に対する教育等）

第十九条の二 事業者は、事業場におけ
る安全衛生の水準の向上を図るため、
安全管理者、衛生管理者、 安全衛生
推進者、衛生推進者その他労働災害の
防止のための業務に従事する者に対
し、これらの者が従 事する業務に関
する能力の向上を図るための教育、講
習等を行い、又はこれらを受ける機会
を与えるように努めなければならな
い。

２ 厚生労働大臣は、前項の教育、講習
等の適切かつ有効な実施を図るため必
要な指針を公表するものとする。

３ 厚生労働大臣は、前項の指針に従
い、事業者又はその団体に対し、必要

な指導等を行うことができる。

趣旨と内容
新規の機械設備、化学物質の登場、産業

の高度化、高年齢労働者の増加、健診にお
ける有所見者の増加等を背景に、安全衛生
管理上、知識・技能の更新が必要になるし、
既知の知識の反復学習の必要もある。
そこで、安全・衛生管理者、安全・衛生

推進者、その他労災防止業務に従事する者
（作業主任者、元方安全衛生管理者等を想
定している（昭和 年 月 日基発第

号の ））を対象に、能力向上教育等
を行うか、受講機会を付与する努力義務を
課したものである。
本条第 項を受け、安衛則第 条は、

国による指針の公表（官報掲載、都道府県
労働局等での公表等）を定めた。また、平
成 年の改正（労働省令第 号）で、第

条の が設けられ、厚生労働大臣によ
る自主的活動促進のための指針の公表につ
いて定め、これに基づき、「労働安全衛生
マネジメントシステム指針（平成 年労
働省告示第 号、最新改正：令和元年厚
生労働省告示第 号）」が発出されてい
る。これは、安全衛生管理のベテランの引
退によるノウハウの継承困難を想定し、国
際動向も踏まえてシステマチックな安全衛
生管理を狙ったもので、
ア 経営者によるリード（安全衛生方針

の表明）
イ 機械設備、化学物質等の危険・有害

要因（危険性・有害性の分類と具体例につ
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いては、【図 （危険性・有害性の分類
と具体例）】を参照されたい）の特定と管
理措置の特定、関連する法令遵守
ウ （ ：計画）－ （ ：実施）

－ （ ：確認）－ （ ：システ
ムの見直しと改善）サイクルの構築
エ 労働者の意見の反映
等を要素とする。
法第 条の や第 条の に基づく

リスクアセスメントについて定めた「危険
性又は有害性等の調査等に関する指針 」
（平成 年 月 日基発第 号
別添）や、「化学物質等による危険性又は
有害性等の調査等に関する指針」（平成
年 月 日基発 第 号別添 ）

とは共通点が多いが 、安全衛生マネジメ

詳細は、厚生労働省「危険性又は有害
性等の調査に関する指針、同解説」厚生労
働省の サイト（

，最終閲覧日： 年
月 日）を参照されたい。
畠中信夫元教授は、リスクアセスメン

ト制度について、安衛法をリスク後追い的
性格から後追い＋先取り的性格に転換する
ものと評している（畠中信夫『労働安全衛
生法のはなし』（中災防新書、 年（令
和元年）） 頁）。筆者は、従前から一
般規定や譲渡提供者への規制、いわゆる労
働衛生の 管理規定等によって、一定程度
は先取り的性格を帯びていたし、また、リ
スクアセスメント制度の導入後も、法第

条の をのぞき努力義務なので、先取
り的性格になったとまでは言い切れないと
考えているが、リスクアセスメント制度が

ントシステムの方が、健康の保持増進措置
や快適職場形成などのハイレベルな目標を
掲げていること、専門家より組織全体の関
与を強く想定していること等が異なるよう
に思われる。

関係規定
安衛則第 条（法第 条の 第 項

による指針の公表（官報掲載、都道府県労
働局等での公表等））、第 条の （自
主的活動促進のための指針：労働安全衛生
マネジメントシステム指針）

運用
適用の実際

努力義務規定なので、監督指導状況の統
計は見当たらない。
能力向上教育等は、労働災害防止団体等

が実施してもなかなか受講者が集まらない
一方、実際の必要性が高いため、その義務
化は、資格更新制度の拡大と共に、専門家
からつとに指摘されてきた。
しかし、経営者側からの抵抗が強く、な

かなか実現しないと聞く。

関係判例
見当たらなかった。

そうした方向性を持っているとの分析は傾
聴に値する。
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19 第 19 条の 3
条文

（国の援助）
第十九条の三 国は、第十三条の二第一
項の事業場の労働者の健康の確保に資
するため、労働者の健康管理等に関す
る相談、情報の提供その他の必要な援
助を行うように努めるものとする。

趣旨と内容
第 条の の解説でも述べたが、本条

は、基本的には、独立行政法人労働者健康
安全機構が運営する産業保健総合支援セン
ター（全国 都道府県に か所ずつ）や、
その下部組織であり、中小零細事業を支援
対象として、地区ごと（全国 か所）に
設置された地域産業保健センターの設置や
関連する予算措置を想定した規定である。
前者は、産業医、産業保健職、看護職等

の産業保健関係者への研修、産業保健に関
する相談対応業務、事業者らの産業保健に
関する各種計画づくりの（訪問による）支
援等、後者は、中小零細事業に対して、健
診結果についての医師からの意見聴取（安
衛法第 条の 等）、長時間労働者対象
の面接指導（法第 条の 、 等）、高ス
トレス者への面接指導（法第 条の 第
項等）、保健師（の訪問）による保健指

導（法第 条の 等）など、より直接的
なサービスを無償で行っており、産業保健
関係者と中小零細事業の連結に重要な役割
を果たしている 。
また、中小零細事業が産業医を共同選任

森山誠也監督官の示唆による。

する場合に活用できる小規模事業場産業医
活動助成金等の補助金制度の法的根拠にも
なっている。

関係規定
法第 条の （産業医の選任義務のな

い小規模事業場における医師による健康管
理等の実施の努力義務）。

運用
適用の実際

平成 年に示された総務省の行政評価
では、小規模事業場の安全衛生対策の適切
化にかかる勧告として、地域産業保健セン
ターの産業保健活動が低調であること、事
業委託費の配分で業績が反映されていない
こと、産業医を複数の小規模事業場が共同
選任することを支援すること自体にはメリ
ットが認められるが、実績が低調であり、
廃止すべきとされていた 。
また、最近、小規模事業での産業保健活

動に対する助成金（小規模事業場産業医活
動助成金）を、その実態がないのに不正に
受給したとして、支給決定の取消しを受け
た の事業者名が厚生労働省から公表さ
れている 。氷山の一角と思われ、産業保
健なら活動をしてもしなくてもさしたる相

総務省の サイト
（

最終閲覧日： 年 月 日）。
厚生労働省の サイト

（
最終閲覧日： 年 月 日）。
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19 第 19 条の 3
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（国の援助）
第十九条の三 国は、第十三条の二第一
項の事業場の労働者の健康の確保に資
するため、労働者の健康管理等に関す
る相談、情報の提供その他の必要な援
助を行うように努めるものとする。
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安全機構が運営する産業保健総合支援セン
ター（全国 都道府県に か所ずつ）や、
その下部組織であり、中小零細事業を支援
対象として、地区ごと（全国 か所）に
設置された地域産業保健センターの設置や
関連する予算措置を想定した規定である。
前者は、産業医、産業保健職、看護職等
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する相談対応業務、事業者らの産業保健に
関する各種計画づくりの（訪問による）支
援等、後者は、中小零細事業に対して、健
診結果についての医師からの意見聴取（安
衛法第 条の 等）、長時間労働者対象
の面接指導（法第 条の 、 等）、高ス
トレス者への面接指導（法第 条の 第
項等）、保健師（の訪問）による保健指

導（法第 条の 等）など、より直接的
なサービスを無償で行っており、産業保健
関係者と中小零細事業の連結に重要な役割
を果たしている 。
また、中小零細事業が産業医を共同選任

森山誠也監督官の示唆による。

する場合に活用できる小規模事業場産業医
活動助成金等の補助金制度の法的根拠にも
なっている。

関係規定
法第 条の （産業医の選任義務のな

い小規模事業場における医師による健康管
理等の実施の努力義務）。

運用
適用の実際

平成 年に示された総務省の行政評価
では、小規模事業場の安全衛生対策の適切
化にかかる勧告として、地域産業保健セン
ターの産業保健活動が低調であること、事
業委託費の配分で業績が反映されていない
こと、産業医を複数の小規模事業場が共同
選任することを支援すること自体にはメリ
ットが認められるが、実績が低調であり、
廃止すべきとされていた 。
また、最近、小規模事業での産業保健活

動に対する助成金（小規模事業場産業医活
動助成金）を、その実態がないのに不正に
受給したとして、支給決定の取消しを受け
た の事業者名が厚生労働省から公表さ
れている 。氷山の一角と思われ、産業保
健なら活動をしてもしなくてもさしたる相

総務省の サイト
（

最終閲覧日： 年 月 日）。
厚生労働省の サイト

（
最終閲覧日： 年 月 日）。
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違は生じないだろう（従って、実績をごま
かせるだろう）と考える事業者が多いこと
が窺われる。
皮肉な形で予防政策の難しさを語ってい

るようにも思われる。

関係判例
南大阪マイホームサービス（急性心臓死

損害賠償）事件大阪地堺支判平成 年
月 日判例タイムズ 号 頁では、
被告側が、「労働安全衛生法上努力義務に
すぎない地域産業保健センターの活用も積
極的に行うなど、従業員の健康に・・・十
分に配慮していた」などと主張したが、け
っきょく、基礎疾患のある原告に対し、適
切な健康管理を行わず、過重負荷を軽減し
なかったこと等から急性心臓死に至らしめ
たものとして、地産保利用にかかる主張は
一顧だにされず、被告の損害賠償責任が認
められている。

．考察及び ．結論

事業場内外での（事業場外では、特に請
負契約を媒体とする混在作業にかかる）安
全衛生管理体制の構築が、現行安衛法の特
徴の つであり、実際に労災防止効果を生
んだ要素の つと解される（このことは、
本研究事業で別途実施した社会調査の結果
からもうかがわれる）。監督指導実績から
は、特に作業主任者選任が重視されてきた
ことが窺われるが、ほんらい、その本質は、
対策における専門性の確保と共に、組織的、
集団的な安全行動の秩序作りへの働きかけ
という面が強いため、一定程度は、心身両
面にわたる積極的な健康の保持増進策にも

応用できるし、現にそのような方向性を辿
ってきた。従って、今後の個人事業主等も
保護対象に含め、心身両面の健康を図ろう
とする安衛法の改正に際しても、時代状況
の変化に応じつつ、労災防止に大きな影響
を持つ者を広く取り込む管理体制の構築を
図る必要があると解される。
ただし、従前のように、危険有害性が判

明した物質、場所、作業方法等にのみ資格
者や管理責任者を配置する手法の妥当性は
疑わしい。特に化学物質管理では、全ての
化学物質はあぶないかもしれないとの前提
に立って、専門家に安全性が立証されない
限り、専門家の配置ないし支援を含む一定
の対策を求める制度の構築が望まれる。

．研究発表

．論文発表

三柴丈典「新型コロナ禍の労務に関する法
律論」２０２１年７月
交通医学（日本交通医学会）シンポジウム
ウィズコロナ時代の産業保健７５巻３・４
号５６頁～５７頁

三柴丈典「日本産業保健法学会の設立とワ
クチン接種に関する見解」２０２１年１１
月

（商事法務）１２０５号１頁
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三柴丈典「病気休職と期間満了退職 ー東
海旅客鉄道事件」２０２２年１月
労働判例百選 第 版（株式会社有斐閣）
５８巻１号１５４頁～１５５頁

三柴丈典「日本の健康情報等取扱い法理と
産業医制度」２０２２年５月
日本労働法学会誌 （法律文化社）１８５
－１８８頁

三柴丈典「日本産業保健法学会設立の狙
い」２０２２年７月
産業保健法学会誌（一般社団法人日本産業
保健法学会）第１巻１号（第１回学術大会
特別号）１２～２４頁

三柴丈典「総論：安衛法の来し方行く末」
労働法学会誌 号所収予定。

．学会発表

三柴丈典「産業保健と法～産業保健法学の
狙い～」

日本産業保健法学会第 回学術大会 大会
長講演
２０２１年９月２３日（一橋大学 一橋講
堂、およびライブ、オンデマンド配信）

三柴丈典「健康情報等の取扱いと法」
日本産業保健法学会第 回学術大会 教育
講演
２０２１年９月２３日（一橋大学 一橋講
堂、およびライブ、オンデマンド配信）

三柴丈典「健康情報の取扱い法理と産業医
の役割」
第１３８回大会 日本労働法学会 ワークシ
ョップ第２部第２会場報告
２０２１年１１月７日（オンライン開催）

三柴丈典「ポストコロナの働き方と法 ～
テレワークを焦点に～」
第３１回日本産業衛生学会全国協議会 メ
インシンポジウム第二部 「ポストコロナ
の働き方・産業衛生への提言」
２０２１年１２月５日（三重県総合文化セ
ンター、およびライブ、オンデマンド配
信）

三柴丈典「精神病者の復職判定をめぐる裁
判例の到達点」
第１９回日本うつ病学会総会特別講演３
２０２２年７月１５日（ ホルトホ
ール大分、ハイブリッド開催）

三柴丈典「メンタルヘルス情報の取扱いと
法」
第５回日本うつ病リワーク協会年次大会
リワーク委員会企画シンポジウム１【地域

－ 432 －



分担研究報告書（三柴 丈典）

三柴丈典「病気休職と期間満了退職 ー東
海旅客鉄道事件」２０２２年１月
労働判例百選 第 版（株式会社有斐閣）
５８巻１号１５４頁～１５５頁

三柴丈典「日本の健康情報等取扱い法理と
産業医制度」２０２２年５月
日本労働法学会誌 （法律文化社）１８５
－１８８頁

三柴丈典「日本産業保健法学会設立の狙
い」２０２２年７月
産業保健法学会誌（一般社団法人日本産業
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特別号）１２～２４頁

三柴丈典「総論：安衛法の来し方行く末」
労働法学会誌 号所収予定。

．学会発表

三柴丈典「産業保健と法～産業保健法学の
狙い～」

日本産業保健法学会第 回学術大会 大会
長講演
２０２１年９月２３日（一橋大学 一橋講
堂、およびライブ、オンデマンド配信）

三柴丈典「健康情報等の取扱いと法」
日本産業保健法学会第 回学術大会 教育
講演
２０２１年９月２３日（一橋大学 一橋講
堂、およびライブ、オンデマンド配信）

三柴丈典「健康情報の取扱い法理と産業医
の役割」
第１３８回大会 日本労働法学会 ワークシ
ョップ第２部第２会場報告
２０２１年１１月７日（オンライン開催）

三柴丈典「ポストコロナの働き方と法 ～
テレワークを焦点に～」
第３１回日本産業衛生学会全国協議会 メ
インシンポジウム第二部 「ポストコロナ
の働き方・産業衛生への提言」
２０２１年１２月５日（三重県総合文化セ
ンター、およびライブ、オンデマンド配
信）

三柴丈典「精神病者の復職判定をめぐる裁
判例の到達点」
第１９回日本うつ病学会総会特別講演３
２０２２年７月１５日（ ホルトホ
ール大分、ハイブリッド開催）

三柴丈典「メンタルヘルス情報の取扱いと
法」
第５回日本うつ病リワーク協会年次大会
リワーク委員会企画シンポジウム１【地域
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連携委員会】
２０２２年７月１６日（ ホルトホ
ール大分、ハイブリッド開催）

三柴丈典「リモート勤務とメンタルヘルス
不調者の休復職対応をめぐって～法務と医
療実務の視点から～」
日本産業保健法学会第２回学術大会 シン
ポジウム１基調講演
２０２２年９月１７日（全国町村会館およ
びライブ、オンデマンド配信）

三柴丈典「総論：安衛法の来し方行く末」
日本労働法学会第１３９回大会 大シンポ
ジウム 報告２０２２年１０月２９日（法
政大学）。

．知的所有権の取得状況

．特許取得

該当せず。

．実用新案登録

該当せず。

．その他

該当せず。

．引用文献

脚注を参照されたい。
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（図表）

【図 （共同企業体代表者（変更）届）】
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（図表）

【図 （共同企業体代表者（変更）届）】

分担研究報告書（三柴 丈典）

【図 （総括安全衛生管理者を中心とした安全衛生管理体制）】

（厚生労働省群馬労働局の サイト（
，最終閲覧日：

年 月 日））
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【図 （溶液製造工程図①）】

（日本原子力産業協会の サイト（ ，
最終閲覧日 年 月 日））

【図 （溶液製造工程図②）】

（原子力資料情報室編『恐怖の臨界事故』（岩波書店、 年） 頁）
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【図 （溶液製造工程図①）】

（日本原子力産業協会の サイト（ ，
最終閲覧日 年 月 日））

【図 （溶液製造工程図②）】

（原子力資料情報室編『恐怖の臨界事故』（岩波書店、 年） 頁）

分担研究報告書（三柴 丈典）

【図 （溶液製造工程図③）】

（原子力資料情報室編『恐怖の臨界事故』（岩波書店、 年） 頁）
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【図 （事業場規模別・業種別安全衛生管理組織）】

＊「安衛法」は「労働安全衛生法」、「安衛令」は「労働安全衛生法施行令」の略である。
（林業・木材製造業労働災害防止協会の サイト（

，最終閲覧日 年 月 日））
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【図 （事業場規模別・業種別安全衛生管理組織）】

＊「安衛法」は「労働安全衛生法」、「安衛令」は「労働安全衛生法施行令」の略である。
（林業・木材製造業労働災害防止協会の サイト（

，最終閲覧日 年 月 日））

分担研究報告書（三柴 丈典）

【図 （労働衛生関係法令に基づく労働衛生の専門職等の推移）】

（堀江正知「産業医と安全衛生法の歴史」産業医科大学雑誌第 巻特集号（ 年）
頁）

－ 439 －



分担研究報告書（三柴 丈典）

【図 （衛生管理者の活動状況①）】

（厚生労働省作成（ ，最終閲覧
日： 年 月 日））
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【図 （衛生管理者の活動状況①）】

（厚生労働省作成（ ，最終閲覧
日： 年 月 日））

分担研究報告書（三柴 丈典）

【図 （衛生管理者の活動状況②）】

（厚生労働省作成（ ，最終閲覧
日： 年 月 日））
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【図 （衛生管理者の活動状況③）】
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【図 （衛生管理者の活動状況③）】

分担研究報告書（三柴 丈典）

【図 （労働安全衛生法に基づく衛生管理者、産業医、保健師の選任基準
等）】

（厚生労働省作成（ ，最終閲覧
日： 年 月 日））
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【図 （事業場の規模別産業医及び衛生管理者の選任状況）】

（厚生労働省作成（ ，最終閲覧
日： 年 月 日））
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【図 （事業場の規模別産業医及び衛生管理者の選任状況）】

（厚生労働省作成（ ，最終閲覧
日： 年 月 日））

分担研究報告書（三柴 丈典）

【図 （日本医師会認定産業医数の推移）】

（日本医師会の サイト（
最終閲覧日： 年 月 日））
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【図 （私傷病者への対応）】
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【図 （私傷病者への対応）】

分担研究報告書（三柴 丈典）

【図 （産業保健活動総合支援事業の実施状況）】

（厚生労働省作成資料（
，最終閲覧日： 年 月

日））
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【図 （長時間労働者面接指導とストレスチェック後面接指導の実施状況）】

（厚生労働省作成資料（
，最終閲覧日： 年 月

日））
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【図 （長時間労働者面接指導とストレスチェック後面接指導の実施状況）】

（厚生労働省作成資料（
，最終閲覧日： 年 月

日））

分担研究報告書（三柴 丈典）

【図 （作業主任者選任業務一覧表）】
（令：労働安全衛生法施行令、安規：労働安全衛生規則）

令
条
号別

各規則
条文

作業主任者名称
資格
種類

選任すべき作業
（安衛法 条、同法施行令 条、
安衛則 条）

職務根
拠

高圧則 高圧室内
作業主任者

免許
潜函工法その他の圧気工法により大
気圧を超える気圧下の作業室又はシ
ャフトの内部において行う作業

高圧則
②

安規 ガス溶接
作業主任者

免許

アセチレン溶接装置又はガス集合溶
接装置（ 以上の可燃性ガスの容
器を導管により連結したもの又は
以下の連結で水素若しくは溶解アセ
チレンの場合は リットル以上、
他は リットル以上）を用いて
行う金属の溶接、溶断、加熱業務

安規

安規 林業架線
作業主任者

免許

次のいずれかの機械集材装置、運材
索道の組立、解体変更、修理の作業
又はこれらの設備による集運材作業
（①原動機定格出力 を超える
もの②支間の斜距離の合計が
以上のもの③最大使用荷重が
以上のもの）

安規

ボイラ
ー則

ボイラー取扱
作業主任者

ボイ
ラー
技士
免許
等

ボイラー取扱業務（小型を除く→令
条 号）

• ①特級＝伝熱面積合計
以上（貫流のみは除

く）
• ② 級以上＝伝熱面積合計

以上 未満（貫流
のみ 以上）

• ③ 級以上＝伝熱面積合計
未満

• ④技能講習以上＝令 条
号イからニまでのボイラー

ボ規

－ 449 －



分担研究報告書（三柴 丈典）

電離則 エックス線
作業主任者

免許

次の放射線業務 但し医療用又は波
高値による定格電圧が 以
上のエックス線装置使用は除く

• ①エックス線装置の使用又
はエックス線の発生を伴う
装置の検査業務

• ②エックス線管、ケノトロ
ンのガス抜き又はエックス
線発生を伴うこれらの検査
の業務

電離則

の 電離則
ガンマ線透過写
真撮影作業主任
者

免許
ガンマ線照射装置を用いて行う透過
写真撮影の作業

電離則

安規 木材加工用機械
作業主任者

技能
講習

丸のこ、帯のこ、かんな盤、面取、
ルーターで合計 台以上（自動送
材車式帯のこ盤を含む場合は 台以
上）

安規

安規 プレス機械
作業主任者

同上 動力プレス 台以上
安規

安規 乾燥設備
作業主任者

同上

①乾燥設備内容積 以上（令別表
第 の危険物に係るもの）
②危険物以外、熱源に燃料又は電力
使用

安規

の 安規 コンクリート破
砕器作業主任者

同上
コンクリート破砕器を用いる破砕作
業

安規

安規

地山の掘削及び
土止め支保工
作業主任者

同上

掘削面の高さ ｍ以上の地山の掘削
の作業
（技能講習は「地山の掘削及び土止
め支保工で統一」）

安規

安規
土止めの支保工の切りばり、腹おこ
しの取付け又は取りはずしの作業
（同上）

安規
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電離則 エックス線
作業主任者

免許

次の放射線業務 但し医療用又は波
高値による定格電圧が 以
上のエックス線装置使用は除く

• ①エックス線装置の使用又
はエックス線の発生を伴う
装置の検査業務

• ②エックス線管、ケノトロ
ンのガス抜き又はエックス
線発生を伴うこれらの検査
の業務

電離則

の 電離則
ガンマ線透過写
真撮影作業主任
者

免許
ガンマ線照射装置を用いて行う透過
写真撮影の作業

電離則

安規 木材加工用機械
作業主任者

技能
講習

丸のこ、帯のこ、かんな盤、面取、
ルーターで合計 台以上（自動送
材車式帯のこ盤を含む場合は 台以
上）

安規

安規 プレス機械
作業主任者

同上 動力プレス 台以上
安規

安規 乾燥設備
作業主任者

同上

①乾燥設備内容積 以上（令別表
第 の危険物に係るもの）
②危険物以外、熱源に燃料又は電力
使用

安規

の 安規 コンクリート破
砕器作業主任者

同上
コンクリート破砕器を用いる破砕作
業

安規

安規

地山の掘削及び
土止め支保工
作業主任者

同上

掘削面の高さ ｍ以上の地山の掘削
の作業
（技能講習は「地山の掘削及び土止
め支保工で統一」）

安規

安規
土止めの支保工の切りばり、腹おこ
しの取付け又は取りはずしの作業
（同上）

安規

分担研究報告書（三柴 丈典）

安規 ずい道等の掘削
等作業主任者

同上
ずい道等の掘削、ずり積み、支保工
組立（落盤、肌落防止用）、ロック
ボルト取付、コンクリート等吹付

安規

安規 ずい道等の覆工
作業主任者

同上
ずい道等覆工（型わく支保工）組
立、解体、移動、コンクリート打設

安規

安規 採石のための掘
削作業主任者

同上
掘削面の高さ ｍ以上となる採石法
条の岩石の採取のための掘削

安規

安規
はい作業主任者 同上

高さ 以上のはい付け、はいくず
し（但し、ばら物荷や荷役機械の
運転者のみで行う作業は除く）

安規

安規 船内荷役
作業主任者

同上
船舶荷積み卸、船舶内荷移動（但
し、 未満の船舶で揚貨装置を
用いない作業は除く）

安規

安規
型枠支保工組立
て等
作業主任者

同上

型わく支保工の組立て、解体の作業
（但し、建築物の柱・壁・橋脚、ず
い道のアーチ・側壁等のコンクリー
ト打設用は除く）

安規

安規 足場の組立て等
作業主任者

同上
つり足場、張出足場又は高さが ｍ
以上の足場の組立、解体、変更の作
業（ゴンドラのつり足場は除く）

安規

安規
建築物等の鉄骨
の組立て等作業
主任者

同上
建築物の骨組み・塔であって高さが

以上の金属製の部材により構成
されるものの組立て、解体、変更

安規

安規 鋼橋架設等作業
主任者

同上

橋梁の上部構造であって金属部材に
より構成されるものの架設、解体、
変更（但し、高さ 以上又は橋梁
支間 以上に限る）

安規

安規
木造建築物の組
立て等作業主任
者

同上
軒高 以上の木造建築物の構造部
材組立て、屋根下地外壁下地の取付

安規
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安規
コンクリート造
の工作物の解体
等作業主任者

同上
高さ 以上のコンクリート造工作
物の解体、破壊

安規

安規
コンクリート橋
架設等作業主任
者

同上

橋梁の上部構造であってコンクリー
ト造のものの架設又は変更（但し、
高さ 以上又は橋梁支間 以
上に限る）

安規

ボ則
第一種圧力容器
取扱作業主任者

＊
第一種圧力容器の取扱作業（但し、
令 条 号小型圧力容器及び令 条
号イ、ロは除く）

ボ則

特化
特定化学物質
作業主任者

技能
講習

令別表第 の特定化学物質（ 類・
類・ 類）

製造又は取扱（但し、試験研究の取
扱業務は除く）

特化則

鉛 鉛作業主任者 同上
令別表第 の鉛業務 号から 号
まで
（但し、遠隔操作の場合は除く）

鉛則

四アル 四アルキル鉛等
作業主任者

同上
令別表第 の四アルキル業務 号か
ら 号・ 号
（講習は と同一）

四アル

酸欠

酸素欠乏危険
作業主任者
第 種

同上
酸素欠乏危険場所における作業（第
一種酸素欠乏危険作業）

酸欠則
②

酸素欠乏危険
作業主任者
第 種

同上

酸素欠乏危険場所（酸素欠乏症にか
かるおそれ及び硫化水素中毒にかか
るおそれのある場所として厚生労働
大臣が定める場所に限る）における
作業（第二種酸素欠乏危険作業）

酸欠則
③

有機
有機溶剤作業主
任者

同上
令別表第 の に掲げる有機溶剤の
製造又は取扱

有機則
の
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安規
コンクリート造
の工作物の解体
等作業主任者

同上
高さ 以上のコンクリート造工作
物の解体、破壊

安規

安規
コンクリート橋
架設等作業主任
者

同上

橋梁の上部構造であってコンクリー
ト造のものの架設又は変更（但し、
高さ 以上又は橋梁支間 以
上に限る）

安規

ボ則
第一種圧力容器
取扱作業主任者

＊
第一種圧力容器の取扱作業（但し、
令 条 号小型圧力容器及び令 条
号イ、ロは除く）

ボ則

特化
特定化学物質
作業主任者

技能
講習

令別表第 の特定化学物質（ 類・
類・ 類）

製造又は取扱（但し、試験研究の取
扱業務は除く）

特化則

鉛 鉛作業主任者 同上
令別表第 の鉛業務 号から 号
まで
（但し、遠隔操作の場合は除く）

鉛則

四アル 四アルキル鉛等
作業主任者

同上
令別表第 の四アルキル業務 号か
ら 号・ 号
（講習は と同一）

四アル

酸欠

酸素欠乏危険
作業主任者
第 種

同上
酸素欠乏危険場所における作業（第
一種酸素欠乏危険作業）

酸欠則
②

酸素欠乏危険
作業主任者
第 種

同上

酸素欠乏危険場所（酸素欠乏症にか
かるおそれ及び硫化水素中毒にかか
るおそれのある場所として厚生労働
大臣が定める場所に限る）における
作業（第二種酸素欠乏危険作業）

酸欠則
③

有機
有機溶剤作業主
任者

同上
令別表第 の に掲げる有機溶剤の
製造又は取扱

有機則
の

分担研究報告書（三柴 丈典）

石綿 石綿作業主任者 同上

石綿若しくは石綿をその重量の
％を超えて含有する製剤その他

の物を取扱う作業、試験研究のため
製造する作業

石綿則

＊ ：化学設備にかかる第一種圧力容器の場合は化学設備第一種圧力容器作業主任者技能
講習
上記以外はボイラー技士免許（特級・ 級・ 級）、第一種圧力容器作業主任者技能講習
（化学設備・普通）
（中央労働災害防止協会の サイト（

，最終閲覧日： 年 月 日））
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【図 （混在作業現場における統括安全衛生管理体制①）】

（労働調査会出版局編『労働安全衛生法の詳解（改訂 版）』（労働調査会、 年（平
成 年）） 頁）
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【図 （混在作業現場における統括安全衛生管理体制①）】

（労働調査会出版局編『労働安全衛生法の詳解（改訂 版）』（労働調査会、 年（平
成 年）） 頁）

分担研究報告書（三柴 丈典）

【図 （混在作業現場における統括安全衛生管理体制②】

（厚生労働省群馬労働局の サイト（
，最終閲覧日： 年 月

日））
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【図 （混在作業現場における統括安全衛生管理体制③）】

（加藤知美『最新・労働安全衛生法のしくみ』（三修社、 年（平成 年） 頁））

【図 （特定元方事業者の事業開始報告）】
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【図 （混在作業現場における統括安全衛生管理体制③）】

（加藤知美『最新・労働安全衛生法のしくみ』（三修社、 年（平成 年） 頁））

【図 （特定元方事業者の事業開始報告）】

分担研究報告書（三柴 丈典）

【図 （統括安全衛生責任者と安全衛生責任者）】

（長岡労働衛生コンサルタント事務所の サイト掲載資料（
，最終閲覧日： 年 月 日））
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【図 （店社安全衛生管理者）】

（長岡労働衛生コンサルタント事務所の サイト掲載資料（
，最終閲覧日： 年 月 日））
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【図 （店社安全衛生管理者）】

（長岡労働衛生コンサルタント事務所の サイト掲載資料（
，最終閲覧日： 年 月 日））

分担研究報告書（三柴 丈典）

【図 （安全・衛生委員会の構成と調査審議事項等）】

（厚生労働省作成のパンフレット（
，に掲載。最終閲覧日： 年 月 日））
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【図 （危険性・有害性の分類と具体例）】

（作図：森山誠也・本プロジェクト研究協力者）

【労働基準監督年報（送検件数）の経年データ①】

合計 10 11 12 13 14 16 17 18 20 21 22 23 25 25の2 26 30 30の2 31 31の2

平成11年 784 37 1 269 237 17 7 17 24
平成14年 666 2 39 168 199 17 4 2 23 28
平成23年 542 19 163 140 8 1 9 1 22 1
平成24年 614 1 28 151 168 8 8 1 9 1 23 1
平成25年 560 2 1 1 1 24 179 156 11 7 1 6 1 26 1
平成26年 628 2 12 1 199 173 9 1 10 26
平成27年 550 1 1 24 180 140 9 1 1 9 12
平成28年 497 17 1 135 135 11 6 1 11 26
平成29年 474 9 159 125 10 3 8 23
平成30年 529 15 1 169 148 13 4 1 15 13
平成31年 469 1 19 149 130 19 4 1 8 20
令和2年 505 14 164 153 15 1 10 21  
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厚厚生生労労働働行行政政推推進進調調査査事事業業費費補補助助金金  
（（政政策策科科学学総総合合研研究究事事業業（（政政策策科科学学推推進進研研究究事事業業））））  

分分担担研研究究報報告告書書  

労労働働安安全全衛衛生生法法第第 66 条条かからら 99 条条のの逐逐条条解解説説  

 
  

研究協力者 大藪 俊志  佛教大学社会学部公共政策学科・准教授 
研究協力者 近藤 龍志  労働基準監督官 

 
 

 
 

研究要旨 
労働安全衛生法の第 2 章では、厚生労働大臣による労働災害防止計画の策定（第 6 条）、

労働災害防止計画の変更（第 7 条）、労働災害防止計画を策定・変更した場合の公表（第

8 条）、厚生労働大臣が関係者に対して行う労働災害の防止に関する必要な勧告・要請に

関する事項についてそれぞれ規定を定めている。 
労働災害防止計画の制度は、労働災害の防止に関する総合的・計画的な対策の推進を

図る（第 1 条）ため、国（厚生労働大臣）が長期的な展望に基づき労働災害の防止に

関する包括的・一体的な計画を策定し、具体的な施策を講ずるとともに、事業者など

の関係者に労働災害の防止に関する指針を周知することにより自主的な労働災害防

止活動への取組みを促し、行政と関係者が一体となって労働災害の防止対策を総合的

かつ効果的に推進することを目的としている。 
この労働災害防止計画制度は、労働安全衛生法の特徴であるところの「行政による

監督指導的・支援的役割」を表す制度であり、また、労働安全衛生法の実効性を確保

するための有力な手段の一つとしても位置付けられる。  
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Ａ．研究目的 
本研究事業全体の目的は、以下の 3 点に

ある。 
①時代状況の変化に応じた法改正の方向

性を展望すること。 
②安衛法を関係技術者以外（文系学部出

身の事務系社員等）に浸透させ、社会一般

への普及を図ること。 
③安衛法に関する学問体系、安衛法研究

のための人と情報の交流のプラットフォー

ムを形成すること。 
そのため、条文の起源（立法趣旨、基礎

となった災害例、前身）と運用（関係判例、

適用の実際）、主な関係令等（関係政省令、

規則、通達等）を、できる限り図式化して

示すと共に、現代的な課題や法解釈学的な

論点に関する検討結果を記した体系書を発

刊すること。 
本分担研究の目的は、枝番号や附則を除

き 123 条ある安衛法のうち第 6 条から 9 条

について、その課題を果たすことにある。 
 
Ｂ．研究方法 
安全衛生に詳しい元労働基準監督官から、

現行安衛法の体系に関する解説と安衛法本

体の条文に紐付く政省令の選定を受けたう

えで、法学・行政学を専門とする分担研究

者が、各自、解説書、専門誌に掲載された

学術論文や記事、政府発表資料等の第 1 次

文献のレビューを行うとともに労働災害防

止計画の策定に携わった当時の行政担当者

へのインタビューを行って執筆した文案を

研究班会議で報告し、現行安衛法や改正法

の起案に関わった畠中信夫元白鴎大学教授、

唐澤正義氏ら班員らからの指摘やアドバイ

スを得て洗練させた。 

 
 
Ｃ．研究結果 
１．第 6 条から第 9 条まで 
１．１ 条文 
（労働災害防止計画の策定） 
第六条 厚生労働大臣は、労働政策審議

会の意見をきいて、労働災害の防止の

ための主要な対策に関する事項その他

労働災害の防止に関し重要な事項を定

めた計画（以下「労働災害防止計画」

という。）を策定しなければならない。 
（変更） 
第七条 厚生労働大臣は、労働災害の発

生状況、労働災害の防止に関する対策

の効果等を考慮して必要があると認め

るときは、労働政策審議会の意見をき

いて、労働災害防止計画を変更しなけ

ればならない。 
（公表） 
第八条 厚生労働大臣は、労働災害防止

計画を策定したときは、遅滞なく、こ

れを公表しなければならない。これを

変更したときも、同様とする。 
（勧告等） 
第九条 厚生労働大臣は、労働災害防止

計画の的確かつ円滑な実施のため必要

があると認めるときは、事業者、事業

者の団体その他の関係者に対し、労働

災害の防止に関する事項について必要

な勧告又は要請をすることができる。 
 
１．２ 趣旨 
本報告書は、研究計画全体のうち、労働

安全衛生法の第 2 章（第 6 条～第 9 条）を

検討対象とした研究成果である。 
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②安衛法を関係技術者以外（文系学部出

身の事務系社員等）に浸透させ、社会一般

への普及を図ること。 
③安衛法に関する学問体系、安衛法研究

のための人と情報の交流のプラットフォー

ムを形成すること。 
そのため、条文の起源（立法趣旨、基礎

となった災害例、前身）と運用（関係判例、

適用の実際）、主な関係令等（関係政省令、

規則、通達等）を、できる限り図式化して

示すと共に、現代的な課題や法解釈学的な

論点に関する検討結果を記した体系書を発

刊すること。 
本分担研究の目的は、枝番号や附則を除

き 123 条ある安衛法のうち第 6 条から 9 条

について、その課題を果たすことにある。 
 
Ｂ．研究方法 
安全衛生に詳しい元労働基準監督官から、

現行安衛法の体系に関する解説と安衛法本

体の条文に紐付く政省令の選定を受けたう

えで、法学・行政学を専門とする分担研究

者が、各自、解説書、専門誌に掲載された

学術論文や記事、政府発表資料等の第 1 次

文献のレビューを行うとともに労働災害防

止計画の策定に携わった当時の行政担当者

へのインタビューを行って執筆した文案を

研究班会議で報告し、現行安衛法や改正法

の起案に関わった畠中信夫元白鴎大学教授、

唐澤正義氏ら班員らからの指摘やアドバイ

スを得て洗練させた。 

 
 
Ｃ．研究結果 
１．第 6 条から第 9 条まで 
１．１ 条文 
（労働災害防止計画の策定） 
第六条 厚生労働大臣は、労働政策審議

会の意見をきいて、労働災害の防止の

ための主要な対策に関する事項その他

労働災害の防止に関し重要な事項を定

めた計画（以下「労働災害防止計画」

という。）を策定しなければならない。 
（変更） 
第七条 厚生労働大臣は、労働災害の発

生状況、労働災害の防止に関する対策

の効果等を考慮して必要があると認め
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第八条 厚生労働大臣は、労働災害防止

計画を策定したときは、遅滞なく、こ
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変更したときも、同様とする。 
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第九条 厚生労働大臣は、労働災害防止

計画の的確かつ円滑な実施のため必要

があると認めるときは、事業者、事業

者の団体その他の関係者に対し、労働

災害の防止に関する事項について必要

な勧告又は要請をすることができる。 
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労働安全衛生法の第 2 章は、厚生労働大

臣による労働災害防止計画の策定（第 6 条）、

労働災害防止計画の変更（第 7 条）、労働

災害防止計画を策定・変更した場合の公表

（第 8 条）、厚生労働大臣が関係者に対し

て行う労働災害の防止に関する必要な勧

告・要請に関する事項について定めている。 
労働災害防止計画制度は、労働災害の防

止に関する総合的・計画的な対策の推進を

図る（第 1 条）ため、国（厚生労働大臣）

が長期的な展望に基づき労働災害の防止

に関する包括的・一体的な計画を策定し、

具体的な施策を講ずるとともに、事業者

などの関係者に労働災害の防止に関する

指針を周知することにより自主的な労働

災害防止活動への取組みを促し、行政と

関係者が一体となって労働災害の防止対

策を総合的かつ効果的に推進することを

目的としている 1。限られた行政資源を、

立法から現場運用に至る安全衛生政策に、

諸状況に応じて効率的に投入、配分する

ための計画ともいえる 1。 
労働災害防止計画は、行政計画として

法令の抽象性を補い政策を具体化する性

格を有する一方、未だ法整備がなされて

いない事項について労働災害防止計画に

定め、計画に基づき具体的な法令を整備

することもある。行政計画は、政策目標

の実現に向けた手段を体系化する行政技

術の一種であるが、労働災害防止計画制

度では、計画期間における労働災害の減

少目標や計画を推進するための具体的方

策（主要な労働災害防止対策）などを明記

し、計画の内容を地方支分部局（都道府県

労働局・労働基準監督署）の行政運営方針

 
1 三柴丈典氏による。 

や、関係団体（労働災害防止団体など）の

労働災害防止活動に反映させることを通じ

て、計画的・効果的な労働災害防止の取組

みを実施している（一例として、【図 1（沖

縄労働局による災防計画展開の例）】を参

照されたい）。また、目標達成のために必

要であれば労働災害防止計画に基づき法令

改正も行われる 2。（1988（昭和 63）年の

労働安全衛生法改正法案の国会審議におい

て、当時の中村太郎労働大臣は「労働災害

防止対策の一層の充実と健康の保持増進対

策の推進を図るため、新たな労働災害防止

計画を策定するとともに、この計画の効果

的な推進が図られるよう、労働安全衛生法

の改正法案を今国会に提出することとして

おります。」（下線筆者）と答弁している。） 
 
１．３ 沿革 
労働災害を効果的に防止することを目的

とする長期計画の取組みは、1958（昭和 33）
年に策定された「産業災害防止総合五ヵ年

計画」に端を発する。計画策定当時の労働

災害の状況をみると、労働災害による死者

は 5,612 人、休業八日以上の死傷者数は約

40 万人に達し（いずれも 1957（昭和 32）
年の数値）、とりわけ中小企業における災

害の急激な増大（1957 年の死傷年千人率は

1952（昭和 27）年当時と比較して 49％の

増）が懸念されるところであり、政府は「産

業災害防止総合五カ年計画」を策定するこ

とにより、5 年後の労働災害発生件数の半

減を目標として掲げた 3。 
また、政府は産業安全に関する有識者で

構成される臨時産業災害防止懇談会を設置

（1958（昭和 33）年 9 月）し、同懇談会は、

「産業災害防止対策に関する意見書」（産
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業災害防止計画の樹立促進、重大災害防止

対策、中小企業災害防止対策、産業安全教

育、法令の検討整備、広報活動、行政能率

の改善、鉱山災害防止対策に関する 8 項目

を内容とする）を総理大臣に手交（11 月）

した 4。 
しかしながら「産業災害防止総合五ヵ年

計画」の策定以後の労働災害の発生状況を

みると、1957（昭和 32）年と 1962（昭和

37）年の時点との比較では、百人以上の事

業場の休業一日以上の度数率が 23. 26 から

15. 46 に、年千人率では 50. 6 から 36. 2 に

それぞれ減少していたものの、死傷者数を

みると約 70 万 9 千人から約 79 万 4,200 人

に増大していた 5。 
このような状況に対し、産業災害防止対

策審議会（先の臨時産業災害防止懇談会を

発展的に解消して 1959（昭和 34）年に設

置された政府の諮問機関）は、新たな計画

の策定などを含む答申を行い、これを受け

て「新産業災害防止五ヵ年計画」が閣議了

解された（1962（昭和 37）年 10 月）。こ

の 1963（昭和 38）年から 1967（昭和 42）
年までを計画期間とする新たな五ヵ年計画

では、1961（昭和 36）年時点における死傷

千人率 21. 05 を 12. 3 にまで概ね半減する

ことを目標に定め、具体的な対策としては、

事業場の自主的安全活動の促進、組織・設

備環境の整備・改善、標準作業方法の確立、

安全教育の徹底などを進めることとしてい

た 6。 
この後、1964（昭和 39）年 6 月には「労

働災害防止団体等に関する法律」が成立し、

同法において労働災害の防止に関する計画

（基本計画（五年間の長期計画）と実施計

画（毎年策定される）により構成される）

の策定が初めて法定されることとなった。

この「労働災害防止団体等に関する法律」

における労働災害防止計画に関する規定は

以下の通りである。 
 
第二章 労働災害防止計画 
第三条（基本計画） 
 労働大臣は、五年ごとに、中央労働基準

審議会の意見を聞いて、労働災害の減少目

標その他労働災害の防止に関し基本となる

べき事項を定めた労働災害防止基本計画

（以下「基本計画」と言う。）を作成しな

ければならない。 
第四条（実施計画） 
 労働大臣は、毎年、中央労働基準審議会

の意見を聞いて、基本計画の実施を図るた

め、次の事項を定めた労働災害防止実施計

画（以下、「実施計画」と言う。）を作成

しなければならない。 
一 労働災害の減少目標 
二 労働災害の防止に関し重点を置くべき

業種及び労働災害の種類 
三 労働災害の防止のための主要な対策に

関する事項 
四 その他労働災害の防止に関し重要な事

項 
第五条（変更） 
 労働大臣は、労働災害の発生状況、労働

災害の防止に関する対策の効果等を考慮し

て必要があると認めるときは、中央労働基

準審議会の意見を聞いて基本計画又は実施

計画を変更しなければならない。 
第六条（公表） 
 労働大臣は、基本計画又は実施計画を作

成したときは、遅滞なく、これを公表しな
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対策、中小企業災害防止対策、産業安全教

育、法令の検討整備、広報活動、行政能率

の改善、鉱山災害防止対策に関する 8 項目

を内容とする）を総理大臣に手交（11 月）

した 4。 
しかしながら「産業災害防止総合五ヵ年

計画」の策定以後の労働災害の発生状況を

みると、1957（昭和 32）年と 1962（昭和

37）年の時点との比較では、百人以上の事

業場の休業一日以上の度数率が 23. 26 から

15. 46 に、年千人率では 50. 6 から 36. 2 に

それぞれ減少していたものの、死傷者数を

みると約 70 万 9 千人から約 79 万 4,200 人

に増大していた 5。 
このような状況に対し、産業災害防止対

策審議会（先の臨時産業災害防止懇談会を

発展的に解消して 1959（昭和 34）年に設

置された政府の諮問機関）は、新たな計画

の策定などを含む答申を行い、これを受け

て「新産業災害防止五ヵ年計画」が閣議了

解された（1962（昭和 37）年 10 月）。こ

の 1963（昭和 38）年から 1967（昭和 42）
年までを計画期間とする新たな五ヵ年計画

では、1961（昭和 36）年時点における死傷

千人率 21. 05 を 12. 3 にまで概ね半減する

ことを目標に定め、具体的な対策としては、

事業場の自主的安全活動の促進、組織・設

備環境の整備・改善、標準作業方法の確立、

安全教育の徹底などを進めることとしてい

た 6。 
この後、1964（昭和 39）年 6 月には「労

働災害防止団体等に関する法律」が成立し、

同法において労働災害の防止に関する計画

（基本計画（五年間の長期計画）と実施計

画（毎年策定される）により構成される）

の策定が初めて法定されることとなった。

この「労働災害防止団体等に関する法律」

における労働災害防止計画に関する規定は

以下の通りである。 
 
第二章 労働災害防止計画 
第三条（基本計画） 
 労働大臣は、五年ごとに、中央労働基準

審議会の意見を聞いて、労働災害の減少目

標その他労働災害の防止に関し基本となる

べき事項を定めた労働災害防止基本計画

（以下「基本計画」と言う。）を作成しな

ければならない。 
第四条（実施計画） 
 労働大臣は、毎年、中央労働基準審議会

の意見を聞いて、基本計画の実施を図るた

め、次の事項を定めた労働災害防止実施計

画（以下、「実施計画」と言う。）を作成

しなければならない。 
一 労働災害の減少目標 
二 労働災害の防止に関し重点を置くべき

業種及び労働災害の種類 
三 労働災害の防止のための主要な対策に

関する事項 
四 その他労働災害の防止に関し重要な事

項 
第五条（変更） 
 労働大臣は、労働災害の発生状況、労働

災害の防止に関する対策の効果等を考慮し

て必要があると認めるときは、中央労働基

準審議会の意見を聞いて基本計画又は実施

計画を変更しなければならない。 
第六条（公表） 
 労働大臣は、基本計画又は実施計画を作

成したときは、遅滞なく、これを公表しな
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ければならない。これらを変更したときも、

同様とする。 
第七条（勧告等） 
 労働大臣は、基本計画又は実施計画の円

滑な実施のために必要があると認めるとき

は、事業主その他の関係者に対し、労働災

害の防止に関する事項について必要な勧告

又は要請をすることができる。 
 
「労働災害の防止団体等に関する法律」

に基づき、1968（昭和 43）年 4 月に第三次

の五ヵ年計画に当たる労働災害防止基本計

画が策定され、同計画では、屋外産業や中

小零細企業などの重点業種の明示、災害原

因の科学的究明、機械設備の本質的安全化、

職業病対策の強化といった重点施策が明記

された 7。 
その後、1972（昭和 47）年の労働安全衛

生法の制定を受け、現在の「労働災害防止

計画」の制度（五ヵ年の基本計画と毎年策

定される実施計画を一本化し、国としての

重点施策を明示したもの）がスタートし、

今日に至る。 
 
１．４ 内容 
１．４．１ 第 6 条 
 第 6 条中「労働災害の防止のための主要

な対策」には、安全衛生管理計画の策定、

安全衛生管理体制の整備、安全衛生事前評

価の実施、生産設備の安全化、適正な作業

方法の確立、安全衛生教育の実施、安全衛

生意識の高揚などに関する事項が含まれ、

「その他労働災害の防止に関し重要な事

項」としては、労働災害の動向、労働災害

の減少目標、労働災害の防止に関し重点を

置くべき業種及び労働災害の種類などの事

項が挙げられる 8。 
 内容は他の行政計画等から影響を受ける

ことがあり、また労働災害防止計画が他の

行政計画等に影響を与えることがある。例

えば 1987（昭和 62）年 2 月 24 日に閣議決

定された「エイズ問題総合対策大綱」を踏

まえて、第 8 次労働災害防止計画（計画期

間：1993（平成 5）年度～2007（平成 9）
年度）においてエイズ問題が取り上げられ

た。また、第 12 次労働災害防止計画（計画

期間：2013（平成 25）年度～2017（平成

29）年度）で「平成 29 年までにメンタルヘ

ルス対策に取り組んでいる事業場の割合を

80％以上とする」という目標を掲げていた

が、これは「過労死等の防止のための対策

に関する大綱」（2018（平成 30）年 7 月

24 日閣議決定）の目標の元となっている 9。 
 
１．４．１．１ 骨子作成 
労働災害防止計画の骨子は厚生労働省安全

衛生部計画課が中心となって作成される。

この時、本省の各課及び都道府県労働局か

らも意見を聴いて作成する。なお、労働災

害防止計画は厚生労働大臣が策定するもの

であるが、厚生労働省で作成した骨子は各

省庁へ協議が行われ、時には業所管省庁か

ら厳しい意見出しが行われることもあると

いう。 

 各省協議は財務省に対しても行われるが、

計画の内容について財務省から意見出しが

行われることはほとんどない。ただし、労

働災害防止計画に基づく事業を行う場合、

当該予算は毎年度の概算要求事項に含まれ

るが、概算要求の際には財務省による査定

が細かく行われる。労働災害防止計画に基

づく事業は主に労災保険料により運営され
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る「社会復帰促進等事業」により実施され

ている。事業の内容は補助金や助成金、教

育や研修、調査研究などのほか、施設運営

費も含まれる。 

 例えば 1977（昭和 52）年の労働安全衛生

法改正により化学物質の有害性調査制度が

設けられ、国も既存の化学物質の有害性調

査にあたるものとされた。法改正を受け、

第 5 次労働災害防止計画（計画期間：1978

（昭和 53）年度～1982（昭和 57）年度）に

も化学物質の有害性調査について国が調査

研究等を行うことが定められたが、当時そ

のような施設を労働省（当時）は持ってい

なかったため、当該施設の土地購入費等を

1988（昭和 53）年度の概算要求に盛り込み、

何度か大蔵省（当時）と折衝を行った結果

予算が認められた。（なお、この時に設立

された施設が日本バイオアッセイ研究セン

ターである。） 

１．４．１．２ 労働政策審議会 
厚生労働大臣は、労働災害防止計画の策

定に当たりその内容の適正を期するため、

労働政策審議会の意見を聴かなければなら

ない。骨子の作成後、労働政策審議会安全

衛生分科会で審議が行われる。労働政策審

議会へ諮るのと並行して業界団体等へ説明

を行う場合もある。 
 近年の労働政策審議会の審議状況は、6
～7 月頃に今期の計画の評価が行われ、そ

の後に次期計画案の審議が行われ、おおむ

ね年内に大筋の合意があり、翌年 2 月頃に

厚生労働大臣から労働政策審議会への諮問

と労働政策審議会から厚生労働大臣への答

申があるというスケジュールである。なお、

労働政策審議会での議論はおおむね半年間

であるが、労使の対立が大きい事項などそ

の期間で意見が一致しない場合があり、そ

の際は労働災害防止計画に今後の検討課題

とする旨を記載し、計画策定後に労働政策

審議会で当該事項について改めて検討する

こともある 10。 
 労働災害防止計画の計画期間の最終年に

当期計画の評価が行われ、その後に次期計

画の策定の議論が行われるため、最終年の

実績は次期計画には反映されない。この点

について厚生労働省は、労働災害防止活動

に空白があってはならず、途切れなく労働

災害防止計画を更新することで空白期間を

生じさせることなく労働災害防止活動を行

うため、最終年の実績が次期計画に反映で

きないことは受忍するしかないとの認識を

示している 11。 
 
１．４．１．３ 鉱山 
鉱山に関する保安（鉱山保安法第 2 条第

2 項及び第 4 項の規定による鉱山における

保安（衛生に関する通気及び災害時の救護

を含む。））に関しては、経済産業大臣が

中央鉱山保安審議会の意見を聴いて労働災

害防止計画を策定（又は変更）し、公表す

ることとされている（労働安全衛生法第

114 条第 1 項の規定に基づく）12。 
 
１．４．２ 第 7 条 
労働災害防止計画の策定後、計画策定時

の基盤となる事情が変動し、計画の内容が

適当でなくなった場合には、労働災害の発

生状況、労働災害の防止に関する対策の効

果を考慮して厚生労働大臣は労働災害防止

計画を変更しなければならない 13。現在ま

でに計画期間中に計画を変更したことはな

いが、計画を変更する場合には、計画策定
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時と同様に労働政策審議会の意見を聴く必

要がある。 
 

１．４．３ 第 8 条 
労働災害防止計画は、事業者、労働災害

防止団体などの関係者が取り組む労働災害

防止活動の指針となるものであり、関係者

に広く周知徹底される必要がある。そのた

め厚生労働大臣は、労働災害防止計画を策

定する場合、計画を変更する場合には、遅

滞なくこれを公表しなければならない。公

表の形式は特に規定されていないが、実務

上官報に掲載することにより公表されてい

る 14。 
 
１．４．４ 第 9 条 
労働災害防止計画を実施し実効性を確保

するためには、事業者をはじめとする関係

者の協力が必要不可欠となる。そのため厚

生労働大臣が必要と認めるときは、関係者

に対して労働災害の防止に関する事項に関

し、必要な勧告・要請をすることができる。 
 第 9 条中「労働災害防止計画の的確かつ

円滑な実施のため必要があると認めると

き」には、計画が示す目標や方向性と、事

業者などの関係者が取り組む労働災害防止

対策の実施状況との間に齟齬が生じ、関係

者に対して対策の変更等を求める必要が生

じる場合などが想定され、「関係者」には、

労働災害防止団体、労働組合、関係行政機

関（各府省庁、地方公共団体）などが含ま

れる 15。 
 例えば、第 12 次労働災害防止計画（計画

期間：2013（平成 25）年度～2017（平成

29）年度）において、2012（平成 24）年と

比較して 2017（平成 29）年までに労働災

害による休業 4 日以上の死傷者数の数を

15％以上減少させるという目標を掲げてお

り、休業 4 日以上の死傷災害の中で転倒災

害が最も件数が多かったため、厚生労働省

は 2015（平成 27）年に「STOP！転倒災害

プロジェクト 2015」を実施し、それを発

展・継続する形で 2016（平成 28）年から

「STOP！転倒災害プロジェクト」を開始

した。しかし依然として転倒災害件数が増

加傾向を示していたため、2018（令和元）

年6月17日に厚生労働省労働基準局安全衛

生部長から各災防団体の長あてに基安発

0617 第 2 号「転倒災害の防止に向けた取組

について（協力要請）－「STOP！転倒災

害プロジェクト実施要綱」改正による転倒

災害の防止－」を発出している。 
 なお、12 次防策定時の担当者によると、

「STOP！転倒災害プロジェクト」は第三

次産業対策であったという。すなわち、12
次防策定時に第三次産業の労働災害発生件

数が増加傾向にあったため、12 次防で初め

て第三次産業を重点業種とした。ところが

第三次産業は安全衛生に対する意識が低く、

労働基準監督署の職員が事業場を訪れても

安全衛生の担当者がいない（一時的な不在

ではなく担当者自体がいない）など 16、従
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う。 
 
Ｄ．考察及びＥ．結論 
労働災害防止計画制度は、先行研究で

ある「リスクアセスメントを核とした諸

外国の労働安全衛生制度の背景・特徴・

効果とわが国への適応可能性に関する調
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査研究」が明らかにした労働安全衛生法

の特徴である「行政による監督指導的・

支援的役割」を表す制度であり 17、労働

安全衛生法の実効性を確保するための手

段の一つとしても位置付けられる 18。 
また、労働災害防止計画は、行政計画（代

表的な事例として国土計画（国土形成計画

など）や職業安定行政における雇用対策基

本計画などがある）としての性格を有する。

行政計画は、目標を定立し、その目標を実

現するための諸手段を総合して体系化する

ところに特徴があり、地域、対象行政部門、

期間、計画体系、機能、法的効果、法律の

根拠などによる分類がなされることがある

19。行政計画は、法律の抽象性を補い政策

を具体化する行政技術であるが、関係する

主体を拘束する側面もあるため、計画の策

定過程（と変更するプロセス）においては、

審議会や公聴会において関係者の意見を聴

き、調整を図る必要も生じる 20。そのため

労働災害防止計画の策定（と変更）に際し

ては、公益代表委員・労働者代表委員・使

用者代表委員の公労使三者で構成される労

働政策審議会の意見を聴くことが必要とさ

れている（労働安全衛生法第 6 条及び第 7

条）21。一方で、労働災害防止計画に基づく

法令改正が行われるなど、労働災害防止計

画は既存の法令からある程度独立した内容

を定めることができ、労働災害防止のため

に労働行政が定める中長期的な行動計画で

あるといえる。また、労働災害防止計画の

内容（具体的な施策）は、厚生労働省が毎

年度策定する「地方労働行政運営方針」に

基づき、各都道府県労働局が管内の事情を

反映した方針を策定することにより、計画

的に実施されている 22。 

 
 
 
Ｆ．研究発表 

1．論文発表 
  なし。 
2．学会発表 

   なし。 
 
Ｇ．知的所有権の取得状況 

1．特許取得 
   該当せず。 
 

2．実用新案登録 
   該当せず。 
 

3．その他 
   該当せず。 
 
 
Ｈ．引用文献 
   本文脚注を参照されたい。 
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図表がある場合は、これ以降に番号順に貼り付け（１段組） 
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表 1 労働災害防止計画の変遷（抄） 
1．「産業災害防止総合 5 ヵ年計画」（第 1 次労働災害防止計画） 
⑴ 計画期間 

1958（昭和 33）年度～1962（昭和 37）年度 
⑵ 労働災害の減少目標 
  当時の労働災害の増加傾向からみて 5 年後に予想される災害発生件数（死傷件数）を

半減（86 万件から 43 万件へ）させるとともに、1,100 億円の経済的損失を防止する。 
⑶ 計画期間中の主要施策等 

「ボイラ及び圧力容器安全規則」制定（1959（昭和 34）年） 
「電離放射線障害防止規則」制定（1959（昭和 34）年） 
「電離放射線障害防止規則」制定（1959（昭和 34）年） 
「四エチル鉛等危害防止規則」改正（1960（昭和 35）年） 
「有機溶剤中毒予防規則」制定（1960（昭和 35）年） 
「高気圧障害防止規則」制定（1961（昭和 36）年） 
「クレーン等安全規則」制定（1962（昭和 37）年） 

⑷ 計画期間中の労働災害の状況 
  1958（昭和 33）年 死亡者数：5,368 人 死傷者数：401,760 人（休業 8 日以上） 
  1962（昭和 37）年 死亡者数：6,093 人 死傷者数：466,126 人（休業 8 日以上） 
2．「新産業災害防止総合 5 ヵ年計画」（第 2 次労働災害防止計画） 
⑴ 計画期間 

1963（昭和 38）年度～1967（昭和 42）年度 
⑵ 労働災害の減少目標 
  1961（昭和 36）年における労働者 1,000 人当たり死傷発生率（21.05）を、計画期間

中に概ね半減（12.30）させる（1967 年において見込まれる休業 8 日以上の災害発生件

数約 63 万件を約 36 万件にとどめる）。 
⑶ 推進方策 
  災害防止計画の樹立、団体等（安全団体・業種団体など）における自主的活動の拡充。

事業場における安全管理体制の確立、設備・環境の改善整備、作業行動の安全確保など。 
⑷ 計画期間中の主要施策等 
 「電離放射線障害防止規則」改正（1963（昭和 38）年） 
「労働災害防止団体等に関する法律」公布（1964（昭和 39）年） 
中央労働災害防止協会：創立（1964（昭和 39）年） 

「墜落防止に関する建設業労働災害防止規程」制定（1966（昭和 41）年） 
「船内荷役作業に関する港湾労働災害防止規程」制定（1966（昭和 41）年） 
「陸上貨物運送事業労働災害防止規程」制定（1966（昭和 41）年） 
「伐木造材作業に関する林業労働災害防止規程」制定（1966（昭和 41）年） 
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「鉛中毒予防規則」公布（1967（昭和 42）年） 
⑸ 計画期間中の労働災害の状況 
  1963（昭和 38）年 死亡者数：6,506 人 死傷者数：440,547 人（休業 8 日以上） 
  1967（昭和 42）年 死亡者数：5,990 人 死傷者数：394,627 人（休業 8 日以上） 
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3．「第 3 次労働災害防止計画」 
⑴ 計画期間 
  1968（昭和 43）年度～1972（昭和 47）年度 
⑵ 労働災害の減少目標 
  労働災害の発生率（1968（昭和 43）年当時の度数率：11.08）を全般として計画期間

中に 3 割減少させる。 
⑶ 計画推進上基本となるべき事項 
  重点を置くべき業種等（建設、港湾荷役、林業、中小零細企業など）における労働災

害防止対策、災害原因の科学的究明、機械設備の本質的安全化、職業性疾病の対策強化

など。 
⑷ 計画期間中の主要施策等 

「四アルキル鉛中毒予防規則」公布（1968（昭和 43）年） 
 「ゴンドラ安全規則」制定（1969（昭和 44）年） 
 「特定化学物質等障害予防規則」公布（1971（昭和 46）年） 
 「事務所衛生基準規則」公布（1971（昭和 46）年） 
 「酸素欠乏症防止規則」公布（1971（昭和 46）年） 
 「労働安全衛生法」公布（1972（昭和 47）年 6 月）施行（10 月） 
 「労働災害防止団体等に関する法律」改正（「労働災害防止団体法」と改称）（1972（昭

和 47）年） 

「労働安全衛生規則」制定（1972（昭和 47）年 9 月）施行（10 月） 
⑸ 計画期間中の労働災害の状況 
  1968（昭和 43）年 死亡者数：6,088 人 死傷者数：386,443 人（休業 8 日以上） 
  1972（昭和 47）年 死亡者数：5,631 人 死傷者数：324,435 人（休業 8 日以上） 
4．「第 4 次労働災害防止計画」 
⑴ 計画期間 

1973（昭和 48）年度～1977（昭和 52）年度 
⑵ 労働災害の減少目標 
  特に死亡及び重大災害の減少に重点を置き、計画期間中に労働災害の発生率（1973（昭

和 48）年当時の度数率：6.67）を全体として概ね 3 割減少させることを目標とする。職

業性疾病（1973（昭和 48）年当時の業務上疾病件数：29,938）については、在来型の慢

性疾病の新規発生を大幅に減少させるとともに、急性の中毒については発生の半減を目

標とするなど。 
⑶ 労働災害防止対策の進め方 
  労働災害防止対策の科学的検討、機械設備等の安全性の確保、健康管理対策の推進、

安全衛生教育の充実と安全衛生意識の高揚、職場環境と労働時間の改善、自主的労働災

害防止活動の強化と労働者の参加促進、業種別対策の推進、監督指導の強化と行政体制
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の整備、関係行政機関との連携など。 
⑷ 計画期間中の主要施策等 

「労働安全衛生コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則」制定（1973（昭和 48）
年） 

 「労働安全衛生規則」改正（爆発火災防止関係）（1974（昭和 49）年） 
  労働安全衛生法に基づく技術指針の公表（1974（昭和 49）年） 
 「作業環境測定法」公布（1975（昭和 50）年） 
 「作業環境測定法施行令」「作業環境施行規則」公布（1975（昭和 50）年） 
  職業病疾病対策要綱：策定（1976（昭和 51）年） 
  作業環境測定基準：公示（1976（昭和 51）年） 
  超大型規模建設工事災害防止対策推進要綱：公表（1976（昭和 51）年） 
  クレーン構造規格及び移動式クレーン構造規格：公示（1976（昭和 51）年） 
  総合的労働者健康管理対策の展開について：公表（1976（昭和 51）年） 
  セーフティ・アセスメントに関する指針：公表（1976（昭和 51）年） 
 「労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律」（化学物質の有害性調査関係）公

布（1977（昭和 52）年） 
  チェーンソーの規格：公示（1977（昭和 52）年） 
 「労働安全衛生法施行令」一部改正（安全衛生委員会関連）（1977（昭和 52）年） 
  動力プレス機械構造規格：公示（1977（昭和 52）年） 
⑸ 計画期間中の労働災害の状況 
  1973（昭和 48）年 死亡者数：5,269 人 死傷者数：387,342 人（休業 4 日以上） 
  1977（昭和 52）年 死亡者数：3,302 人 死傷者数：345,293 人（休業 4 日以上） 

－ 473 －



分担研究報告書（大藪 俊志） 

14 

 

5．「第 5 次労働災害防止計画」 
⑴ 計画期間 

1978（昭和 53）年度～1982（昭和 57）年度 
⑵ 計画の目標 
  ①死亡災害及び大型災害の大幅な減少を図ること、②在来型の労働災害の減少を図る

こと、③職業がん等の職業性疾病（1978（昭和 53）年当時の業務上疾病件数：27,456）
の大幅な減少を図ること、④中小企業特に下請事業場における労働災害の減少を図るこ

と、⑤中高年齢労働者の安全を確保するとともに健康の保持増進に努めること。 
⑶ 主要な労働災害防止対策 
  ①大型災害の防止対策の推進、②在来型労働災害の防止対策の推進（機械設備の安全

衛生の確保等、安全衛生教育の充実）、③職業性疾病予防対策の積極的推進（化学物質の

有害性調査制度等の積極的活用、作業環境管理対策の推進、健康管理対策の積極的推進、

産業医学の振興）、④中小企業における労働災害防止対策の助成制度の充実、中高年齢労

働者の安全衛生対策の推進、⑤各種施策の充実（業種別重点対策の推進、安全衛生改善

計画の作成指示等、労働時間等労働条件の適正化、監督指導の強化と行政体制の整備、

情報の収集と提供、関係行政機関との連携、労働者の参加促進、労働災害防止団体等の

活動強化）。 
⑷ 計画期間中の主要施策等 
 「労働安全衛生規則」一部改正（化学物質の有害性調査関係）（1979（昭和 54）年） 
 「粉じん障害防止規則」公布（1979（昭和 54）年） 
  木材加工用機械災害防止総合対策：公表（1979（昭和 54）年） 
 「労働安全衛生法」一部改正（建設工事計画の安全性に係る事前審査制度関連）（1980

（昭和 55）年） 
  全国労働安全衛生コンサルタント会：設立（1980（昭和 55）年） 
  粉じん障害防止総合対策：公表（1981（昭和 56）年） 
  移動式クレーン等の定期自主検査指針：公表（1982（昭和 57）年） 
  トンネル工事に係るセーフティ・アセスメントに関する指針：公表（1982（昭和 57）

年） 
 「労働安全衛生法施行令」一部改正（酸素欠乏症、硫化水素中毒の予防対策関連）（1982
（昭和 57）年） 
日本バイオアッセイ研究センター設立（化学物質の有害性調査関係）（1982（昭和 57）
年） 

⑸ 計画期間中の労働災害の状況 
  1978（昭和 53）年 死亡者数：3,326 人 死傷者数：348,826 人（休業 4 日以上） 
  1982（昭和 57）年 死亡者数：2,674 人 死傷者数：294,319 人（休業 4 日以上） 
6．「第 6 次労働災害防止計画」 
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5．「第 5 次労働災害防止計画」 
⑴ 計画期間 

1978（昭和 53）年度～1982（昭和 57）年度 
⑵ 計画の目標 
  ①死亡災害及び大型災害の大幅な減少を図ること、②在来型の労働災害の減少を図る

こと、③職業がん等の職業性疾病（1978（昭和 53）年当時の業務上疾病件数：27,456）
の大幅な減少を図ること、④中小企業特に下請事業場における労働災害の減少を図るこ

と、⑤中高年齢労働者の安全を確保するとともに健康の保持増進に努めること。 
⑶ 主要な労働災害防止対策 
  ①大型災害の防止対策の推進、②在来型労働災害の防止対策の推進（機械設備の安全

衛生の確保等、安全衛生教育の充実）、③職業性疾病予防対策の積極的推進（化学物質の

有害性調査制度等の積極的活用、作業環境管理対策の推進、健康管理対策の積極的推進、

産業医学の振興）、④中小企業における労働災害防止対策の助成制度の充実、中高年齢労

働者の安全衛生対策の推進、⑤各種施策の充実（業種別重点対策の推進、安全衛生改善

計画の作成指示等、労働時間等労働条件の適正化、監督指導の強化と行政体制の整備、

情報の収集と提供、関係行政機関との連携、労働者の参加促進、労働災害防止団体等の

活動強化）。 
⑷ 計画期間中の主要施策等 
 「労働安全衛生規則」一部改正（化学物質の有害性調査関係）（1979（昭和 54）年） 
 「粉じん障害防止規則」公布（1979（昭和 54）年） 
  木材加工用機械災害防止総合対策：公表（1979（昭和 54）年） 
 「労働安全衛生法」一部改正（建設工事計画の安全性に係る事前審査制度関連）（1980

（昭和 55）年） 
  全国労働安全衛生コンサルタント会：設立（1980（昭和 55）年） 
  粉じん障害防止総合対策：公表（1981（昭和 56）年） 
  移動式クレーン等の定期自主検査指針：公表（1982（昭和 57）年） 
  トンネル工事に係るセーフティ・アセスメントに関する指針：公表（1982（昭和 57）

年） 
 「労働安全衛生法施行令」一部改正（酸素欠乏症、硫化水素中毒の予防対策関連）（1982
（昭和 57）年） 
日本バイオアッセイ研究センター設立（化学物質の有害性調査関係）（1982（昭和 57）
年） 

⑸ 計画期間中の労働災害の状況 
  1978（昭和 53）年 死亡者数：3,326 人 死傷者数：348,826 人（休業 4 日以上） 
  1982（昭和 57）年 死亡者数：2,674 人 死傷者数：294,319 人（休業 4 日以上） 
6．「第 6 次労働災害防止計画」 
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⑴ 計画期間 
1983（昭和 58）年度～1987（昭和 62）年度 

⑵ 計画の目標 
  ①死亡災害及び重大災害の大幅な減少を図るとともに労働災害全体（1983（昭和 58）

年当時の労働災害による死亡者数は 2,588 人、死傷者数（休業 4 日以上）は 278,623 人）

の概ね 30％の減少を図ること、②職業性疾病（1983（昭和 58）年当時の業務上疾病件

数：15,480）を予防するため適正な作業環境等の確保を図ること、③中高年齢労働者の

綜合的な健康の保持増進を図ること、④産業用ロボット等新たな技術の導入に対応して

安全衛生の確保を図ること。 
⑶ 主要な労働災害防止対策 

①労働災害防止の基本的事項に関する対策の推進 
安全衛生に関する事前評価の充実、実効ある安全衛生管理体制の確立等、生産設備等

の安全化の促進、適正な作業方法の確立、安全衛生教育の徹底等。 
②特定の災害・業種等における対策の推進 
重大災害防止対策の推進、中小企業における労働災害防止対策の推進、建設業等屋外

型産業における労働災害防止対策の推進、機械等の安全の確保、高年齢労働者の安全確

保の推進、第三次産業における労働災害防止対策の推進。 
③職業性疾病の予防対策の推進 
総合的な労働衛生管理の推進、化学物質の有害性調査の推進、特定疾病対策の推進、

労働衛生対策を推進する基盤の整備。 
④中高年齢労働者の健康管理の推進 
⑤産業用ロボット等に関する労働災害防止対策の推進 
⑥各種施策の充実 
業種別重点対策の推進、国の労働災害防止推進体制の整備、労働者の参加促進、労働

災害防止団体等の活動強化。 
⑷ 計画期間中の主要施策等 
  日本労働安全衛生コンサルタント会：設立（1983（昭和 58）年） 
 「労働安全衛生規則」一部改正（産業用ロボットの安全規制関連）（1983（昭和 58）年） 
  産業用ロボットの使用等の安全基準に関する技術上の指針：公表（1983（昭和 58）年） 
  粉じん障害防止総合対策推進要綱：公表（1984（昭和 59）年） 
  化学物質等定期自主検査指針：公表（1984（昭和 59）年） 
  VDT 作業のための労働衛生上の指針：公表（1985（昭和 60）年） 
  ボイラー定期自主検査指針：公表（1986（昭和 61）年） 
  大規模小売業における労働災害の防止について：公表（1986（昭和 61）年） 
⑸ 計画期間中の労働災害の状況 
  1983（昭和 58）年 死亡者数：2,588 人 死傷者数：278,623 人（休業 4 日以上） 
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  1987（昭和 62）年 死亡者数：2,342 人 死傷者数：232,953 人（休業 4 日以上） 
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7．「第 7 次労働災害防止計画」 
⑴ 計画期間 

1988（昭和 63）年度～1992（平成 4）年度 
⑵ 計画の目標 
  死亡災害、重大災害及び重篤な職業性疾病（1988（昭和 63）年当時の業務上疾病件数：

12,523）の大幅な減少を期するとともに、労働災害の総件数（1988（昭和 63）年当時の

労働災害による死亡者数は 2,549 人、死傷者数（休業 4 日以上）は 226,318 人）の概ね

30％の減少を図り、労働者の安全と健康を確保すること。 
⑶ 主要な労働災害防止対策 

①基本的事項に関する対策の推進 
安全衛生管理を進めるための計画の策定と体制の整備、適正な作業方法の確立、安全

衛生教育の充実、安全衛生意識の高揚のための創意工夫、労働時間等労働条件の適正化。 
②中小規模事業場における労働災害防止対策の推進 
中小規模事業場における安全衛生活動の強化、親企業等を含めた総合的な労働災害防

止対策の推進。 
③建設業等屋外型産業の特徴に応じた労働災害防止対策の推進 
④機械設備に係る労働災害防止対策の推進 
⑤第三次産業における労働災害防止対策の推進 
安全衛生管理活動の促進、関係事業者団体の自主的労働災害防止活動の促進、雇用・

就業形態の複雑多様化に対応した対策の推進。 
⑥高年齢労働者の労働災害防止対策の推進 
⑦新技術の安全衛生対策の推進 
事前評価体制の整備、安全衛生指針の整備、快適な事務所環境の整備。 

⑧職業がん等の健康障害防止対策の推進 
⑨職業性疾病予防対策の推進 
作業環境管理対策の徹底、作業管理指針の作成、特殊健康診断項目の見直し、有害物

対策の総合的推進、物理的障害対策の徹底。 
⑩健康の保持増進対策の推進 
事業場における健康の保持増進対策、産業医の職務の明確化及び活動の活性化。 

⑪安全衛生の国際化への対応 
海外派遣労働者に係る安全衛生対策の充実、企業の海外進出に伴う安全衛生対策の充

実、国際基準等との整合性の確保。 
⑫総合的な労働災害防止対策を推進するための体制の整備 
行政体制の整備、研究体制の整備、教育体制の整備、労働者の安全衛生活動への参加

の促進、労働災害防止団体等の活動強化、専門技術団体の活動の促進。 
⑬業種別重点対策の推進。 
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⑷ 計画期間中の主要施策等 
「労働安全衛生法」一部改正（健康の保持増進関係等）（1988（昭和 63）年） 

  事業場における労働者の健康保持増進のための指針：公表（1988（昭和 63）年） 
  危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針：公表

（1989（平成元）年） 
  建築物の解体又は改修工事における石綿粉じんへのばく露防止のためのマニュアル：

公表（1989（平成元）年） 
  粉じん障害防止対策：改正（1991（平成 3）年） 
 「労働安全衛生法」一部改正（快適職場の形成関係）（1992（平成 4）年） 
  事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針：公表（1992（平

成 4）年） 
  化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針：公表（1992（平成 4）年） 
  騒音障害防止のためのガイドライン：公表（1992（平成 4）年） 
⑸ 計画期間中の労働災害の状況 
  1988（昭和 63）年 死亡者数：2,549 人 死傷者数：226,318 人（休業 4 日以上） 
  1992（平成 04）年 死亡者数：2,354 人 死傷者数：189,589 人（休業 4 日以上） 
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⑷ 計画期間中の主要施策等 
「労働安全衛生法」一部改正（健康の保持増進関係等）（1988（昭和 63）年） 

  事業場における労働者の健康保持増進のための指針：公表（1988（昭和 63）年） 
  危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針：公表

（1989（平成元）年） 
  建築物の解体又は改修工事における石綿粉じんへのばく露防止のためのマニュアル：

公表（1989（平成元）年） 
  粉じん障害防止対策：改正（1991（平成 3）年） 
 「労働安全衛生法」一部改正（快適職場の形成関係）（1992（平成 4）年） 
  事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針：公表（1992（平

成 4）年） 
  化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針：公表（1992（平成 4）年） 
  騒音障害防止のためのガイドライン：公表（1992（平成 4）年） 
⑸ 計画期間中の労働災害の状況 
  1988（昭和 63）年 死亡者数：2,549 人 死傷者数：226,318 人（休業 4 日以上） 
  1992（平成 04）年 死亡者数：2,354 人 死傷者数：189,589 人（休業 4 日以上） 

分担研究報告書（大藪 俊志） 

19 

 

8．「第 8 次労働災害防止計画」 
⑴ 計画期間 

1993（平成 5）年度～1997（平成 9）年度 
⑵ 計画の目標 

死亡災害、重大災害及び重篤な職業性疾病（1993（平成 5）年当時の業務上疾病件数：

9,630）の大幅な減少を期するとともに、計画期間中の労働災害の総件数（1993（平成 5）
年当時の労働災害による死亡者数は 2,245 人、死傷者数（休業 4 日以上）は 181,900 人）

の概ね 25％の減少を図り、労働者の心身両面にわたる健康の積極的な保持増進及び快適

な職場環境の形成を図ること。 
⑶ 主要な労働災害防止対策 

①基本的事項に関する対策の推進 
生産活動と一体となった安全衛生管理活動の促進、安全衛生に係る事前評価の充実等、

適正な作業方法の確立、安全衛生教育の徹底等、労働時間等労働条件の適正化。 
②職業別労働災害防止対策の推進 
建設業、陸上貨物運送事業、港湾貨物運送事業、林業、卸売・小売業及びサービス業。

③特定災害防止対策の推進（機械設備による災害の防止対策、爆発・火災災害の防止対

策、交通労働災害の防止対策）、 
④高年齢労働者の労働災害防止対策の推進 
⑤職業性疾病対策の推進 
化学物質等の有害物による健康障害の防止対策、電離放射線等の物理的因子及び作業

態様による健康障害の防止対策。 
⑥化学物質等の危険有害性等の表示制度の推進 
⑦心身の健康の保持増進対策の推進 
心身両面にわたる健康づくりの推進、産業保健活動の活性化、作業関連疾患対策の推

進。 
⑧快適な職場環境の形成の促進 
⑨中小規模事業場における労働災害防止対策の推進 
⑩外国人労働者の増加等に対応した労働災害防止対策の推進 
⑪国際化に対応した安全衛生対策の充実 
⑫エイズ予防対策の推進 
⑬労働災害防止対策を推進するための体制の整備等 
行政体制の整備等、安全衛生教育体制の整備、労働者の安全衛生活動への参加の促進、

労働災害防止団体等の活動の強化、安全衛生情報の提供。 
⑭業種別重点対策の推進 

⑷ 計画期間中の主要施策等 
  ガラス繊維及びロックウールの労働衛生に関する指針：公表（1993（平成 5）年） 
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  プレス災害防止総合対策：公表（1993（平成 5）年） 
  交通労働災害防止のためのガイドライン：公表（1994（平成 6）年） 
  職場における腰痛予防対策：公表（1994（平成 6）年） 
 「労働安全衛生法施行令」一部改正（茶石綿及び青石綿の製造禁止関連）（1995（平成 7）

年） 
  脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準：改正（1995（平成 7）年） 
  職場におけるエイズ問題に関するガイドライン：公表（1995（平成 7）年） 
  職場における喫煙対策のためのガイドライン：公表（1996（平成 8）年） 
  熱中症予防対策：公表（1996（平成 8）年） 
 「労働安全衛生法」一部改正（健康管理の充実関連）（1996（平成 8）年） 
  健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針：公表（1996（平成 8）年） 
  動力プレスの定期自主検査指針：公表（1996（平成 8）年） 
⑸ 計画期間中の労働災害の状況 
  1993（平成 05）年 死亡者数：2,245 人 死傷者数：181,900 人（休業 4 日以上） 
  1997（平成 09）年 死亡者数：2,078 人 死傷者数：156,726 人（休業 4 日以上） 
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  プレス災害防止総合対策：公表（1993（平成 5）年） 
  交通労働災害防止のためのガイドライン：公表（1994（平成 6）年） 
  職場における腰痛予防対策：公表（1994（平成 6）年） 
 「労働安全衛生法施行令」一部改正（茶石綿及び青石綿の製造禁止関連）（1995（平成 7）

年） 
  脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準：改正（1995（平成 7）年） 
  職場におけるエイズ問題に関するガイドライン：公表（1995（平成 7）年） 
  職場における喫煙対策のためのガイドライン：公表（1996（平成 8）年） 
  熱中症予防対策：公表（1996（平成 8）年） 
 「労働安全衛生法」一部改正（健康管理の充実関連）（1996（平成 8）年） 
  健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針：公表（1996（平成 8）年） 
  動力プレスの定期自主検査指針：公表（1996（平成 8）年） 
⑸ 計画期間中の労働災害の状況 
  1993（平成 05）年 死亡者数：2,245 人 死傷者数：181,900 人（休業 4 日以上） 
  1997（平成 09）年 死亡者数：2,078 人 死傷者数：156,726 人（休業 4 日以上） 
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9．「第 9 次労働災害防止計画」 
⑴ 計画期間 

1998（平成 10）年度～2002（平成 14）年度 
⑵ 計画の目標 

①死亡災害が年間 2,000 人台で一進一退を繰り返している現状を打破し、大幅な減少

を図ること（1998（平成 10）年当時の労働災害による死亡者数は 1,844 人）、②計画期

間中における労働災害総件数を 20％減少させること（1998（平成 10）年当時の労働災

害による死傷者数（休業 4 日以上）は 148,248 人）、③じん肺、職業がん等の職業性疾病

の減少（1998（平成 10）年当時の業務上疾病件数：8,574）、死亡災害に直結しやすい酸

素欠乏症、一酸化炭素中毒等の撲滅を図ること（1998（平成 10）年当時の酸素欠乏症等

の発生状況（休業 4 日以上）：発生件数 22、被災者 35 人、死亡者 11 人）、④産業保健サ

ービスの充実等労働者の健康の保持増進及び快適な職場環境を推進すること。 
⑶ 重点対象分野における労働災害防止対策 
  業種別労働災害防止対策（建設業対策、陸上貨物運送事業対策、第三次産業対策）、特

定災害防止対策（機械設備に係る労働災害防止対策、交通労働災害防止対策、爆発・火

災災害防止対策）。 
①労働者の健康確保対策 

  職業性疾病予防対策、化学物質に係る健康障害予防対策、職場における着実な健康確

保対策、ストレスマネジメント対策、健康づくり対策、快適な職場環境の形成。 
②安全衛生管理対策の強化 

  中小規模事業場対策、安全衛生管理手法の充実・強化、労使による自主的な安全衛生

活動の推進、人的基盤の充実等、高年齢労働者の労働災害防止対策、外国人労働者対策。 
③安全衛生行政の展開 

  新たな行政展開（情報提供体制の整備、調査研究体制の整備（産業安全研究所、産業

医学総合研究所等における調査研究の充実など）、行政体制の整備等、労働災害防止団体

等の活動の強化、国民安全への貢献）、調査研究の推進（労働災害分析手法、評価手法等

の研究推進）、国際的な視点に立った行政展開。 
⑷ 計画期間中の主要施策等 
 「労働安全衛生規則」一部改正（土石流による危険防止関連）（1998（平成 10）年） 
  工作機械等の制御機構のフェールセーフ化のガイドライン：公表（1998（平成 10）年） 
  労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針：公表（1999（平成 11）年） 
 「労働安全衛生法」一部改正（深夜業従事労働者の健康管理対策関連）公表（1999（平

成 11）年） 
  心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針：公表（1999（平成 11）年） 
  ダイオキシン類による健康障害防止のための対策について：公表（1999（平成 11）年） 
  化学物質等による労働者の健康障害を防止するための必要な措置に関する指針：公表

－ 481 －



分担研究報告書（大藪 俊志） 

22 

 

（2000（平成 12）年） 
  労働者の自殺予防に関する総合的対策推進事業実施要綱：公表（2001（平成 13）年） 
  職場におけるメンタルヘルス対策の事業者等支援事業実施要綱：公表（2001（平成 13）
年） 

  機械の包括的な安全基準に関する指針：公表（2001（平成 13）年） 
 「労働安全衛生規則」一部改正（廃棄物焼却施設におけるダイオキシン類ばく露防止対

策）（2001（平成 13）年） 
  過重労働による健康障害防止のための総合対策について：公表（2002（平成 14）年） 
  VDT 作業における労働衛生管理のためのガイドライン：公表（2002（平成 14）年） 
⑸ 計画期間中の労働災害の状況 
  1998（平成 10）年 死亡者数：1,844 人 死傷者数：148,248 人（休業 4 日以上） 
  2002（平成 14）年 死亡者数：1,658 人 死傷者数：125,918 人（休業 4 日以上） 
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（2000（平成 12）年） 
  労働者の自殺予防に関する総合的対策推進事業実施要綱：公表（2001（平成 13）年） 
  職場におけるメンタルヘルス対策の事業者等支援事業実施要綱：公表（2001（平成 13）
年） 

  機械の包括的な安全基準に関する指針：公表（2001（平成 13）年） 
 「労働安全衛生規則」一部改正（廃棄物焼却施設におけるダイオキシン類ばく露防止対

策）（2001（平成 13）年） 
  過重労働による健康障害防止のための総合対策について：公表（2002（平成 14）年） 
  VDT 作業における労働衛生管理のためのガイドライン：公表（2002（平成 14）年） 
⑸ 計画期間中の労働災害の状況 
  1998（平成 10）年 死亡者数：1,844 人 死傷者数：148,248 人（休業 4 日以上） 
  2002（平成 14）年 死亡者数：1,658 人 死傷者数：125,918 人（休業 4 日以上） 
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10．「第 10 次労働災害防止計画」 
⑴ 計画期間 

2003（平成 15）年度～2007（平成 19）年度 
⑵ 計画の目標 

①労働災害による死亡者数の減少傾向を堅持し、年間 1,500 人を大きく下回ることを

目指して一層の減少を図ること（2003（平成 15）年当時の労働災害による死亡者数は

1,628 人）、②計画期間中における労働災害総件数を 20％以上減少させること（2003（平

成 15）年当時の労働災害による死傷者数（休業 4 日以上）は 125,750 人）、③じん肺、

職業がん等の職業性疾病の減少（2003（平成 15）年当時の業務上疾病件数：8,055）、死

亡災害に直結しやすい酸素欠乏症、一酸化炭素中毒等の撲滅を図ること、④過重労働に

よる健康障害、職場のストレスによる健康障害等の作業関連疾患の着実な減少を図るこ

と。 
⑶ 重点対象分野における労働災害防止対策 
  ①業種別労働災害防止対策（建設業対策、陸上貨物運送事業対策、第三次産業対策）、

②特定災害防止対策（機械に係る労働災害防止対策、交通労働災害防止対策、爆発・火

災災害防止対策）。 
①労働者の健康確保対策 

  職業性疾病予防対策、化学物質による健康障害予防対策、メンタルヘルス対策、過重

労働による健康障害の防止対策、職場における着実な健康確保対策、快適職場づくり対

策。 
②安全衛生管理対策の強化 

  労働安全衛生マネジメントシステムの活用促進、中小規模事業場対策、事業者及び労

働者による自主的な安全衛生活動の推進、人的基盤の充実等、就業形態の多様化、雇用

の流動化等に対応する対策、高年齢労働者の労働災害防止対策、外国人労働者対策。 
③労働災害防止の支援体制の整備 

  情報提供体制の整備、リスク評価及び調査研究の体制整備、労働災害防止団体等の活

動の充実、労働安全衛生サービスのアウトソーシング化への対応、国際的な視点に立っ

た行政展開、評価を踏まえた施策の実施。 
⑷ 計画期間中の主要施策等 
  職場における喫煙対策のためのガイドライン：公表（2003（平成 15）年） 
 「労働安全衛生法施行令」一部改正（石綿含有製品の製造禁止関連）（2003（平成 15）

年） 
  大規模製造業における安全管理の強化に係る緊急対策要綱：公表（2004（平成 16）年） 
  心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き：公表（2004（平成 16）

年） 
 「労働安全衛生法」一部改正（リスクアセスメント、過重労働対策関連）（2005（平成
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17）年） 
「石綿障害予防規則」制定（2005（平成 17）年） 

  危険性又は有害性等の調査等に関する指針（リスクアセスメント指針）：公表（2006
（平成 18）年） 

  労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針の改正について：公表（2006（平成

18）年） 
  化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針（化学物質リスクアセス

メント指針）：公表（2006（平成 18）年） 
  労働者の心の健康の保持増進のための指針（メンタルヘルス指針）：公表（2006（平成

18）年） 
 「労働安全衛生法」一部改正（長時間労働者に対する医師の面接指導関連）（2006（平成

18）年） 
 「労働安全衛生法施行令」一部改正（石綿含有製品の製造等全面禁止関連）（2006（平成

18）年） 
  製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針：公表（2006（平

成 18）年） 
  2007 年問題に対応する IT を活用した新しい安全衛生管理手法の構築について（2007

（平成 19）年） 
  機械の包括的な安全基準に関する改正指針：公表（2007（平成 19）年） 
  事業場における労働者の健康保持増進のための改正指針：公表（2007（平成 19）年） 
⑸ 計画期間中の労働災害の状況 
  2003（平成 15）年 死亡者数：1,628 人 死傷者数：125,750 人（休業 4 日以上） 
  2007（平成 19）年 死亡者数：1,357 人 死傷者数：121,356 人（休業 4 日以上） 
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17）年） 
「石綿障害予防規則」制定（2005（平成 17）年） 

  危険性又は有害性等の調査等に関する指針（リスクアセスメント指針）：公表（2006
（平成 18）年） 

  労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針の改正について：公表（2006（平成

18）年） 
  化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針（化学物質リスクアセス

メント指針）：公表（2006（平成 18）年） 
  労働者の心の健康の保持増進のための指針（メンタルヘルス指針）：公表（2006（平成

18）年） 
 「労働安全衛生法」一部改正（長時間労働者に対する医師の面接指導関連）（2006（平成

18）年） 
 「労働安全衛生法施行令」一部改正（石綿含有製品の製造等全面禁止関連）（2006（平成

18）年） 
  製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針：公表（2006（平

成 18）年） 
  2007 年問題に対応する IT を活用した新しい安全衛生管理手法の構築について（2007

（平成 19）年） 
  機械の包括的な安全基準に関する改正指針：公表（2007（平成 19）年） 
  事業場における労働者の健康保持増進のための改正指針：公表（2007（平成 19）年） 
⑸ 計画期間中の労働災害の状況 
  2003（平成 15）年 死亡者数：1,628 人 死傷者数：125,750 人（休業 4 日以上） 
  2007（平成 19）年 死亡者数：1,357 人 死傷者数：121,356 人（休業 4 日以上） 
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11．「第 11 次労働災害防止計画」 
⑴ 計画期間 

2008（平成 20）年度～2012（平成 24）年度 
⑵ 計画の目標 
  ①死亡者数：2012（平成 24）年において 2007（平成 19）年と比して 20％以上減少さ

せること（2007（平成 19）年当時の労働災害による死亡者数は 1,357 人）、②死傷者数：

2012（平成 24）年において 2007（平成 19）年と比して 15％以上減少させること（2007
（平成 19）年当時の労働災害による死傷者数（休業 4 日以上）は 121,356 人）、③労働

者の健康確保対策を推進し、定期健康診断における有所見率の増加傾向に歯止めをかけ、

減少に転じさせること（2007（平成 19）年当時の業務上疾病件数：8,684）。 
⑶ 計画における労働災害防止対策 

①自主的な安全衛生活動の促進 
「危険性又は有害性等の調査等」の実施の促進、労働安全衛生マネジメントシステム

の活用等、自主的な安全衛生活動促進のための環境整備等、情報の共有化の推進等。 
②特定災害対策 
機械災害防止対策、墜落・転落災害防止対策、交通労働災害防止対策、爆発・火災災

害防止対策。 
③労働災害多発業種対策 
製造業対策、建設業対策、陸上貨物運送事業対策、林業対策、第三次産業対策。 

④職業性疾病（石綿及び化学物質関係を除く）等の予防対策 
粉じん障害防止対策、腰痛予防対策、振動・騒音障害防止対策、熱中症予防対策及び

酸素欠乏症等防止対策、その他の職業性疾病等の予防対策。 
⑤石綿障害予防対策 
全面禁止の徹底等、解体作業等における曝露防止対策の徹底、離職者の健康管理対策

の推進。 
⑥化学物質対策 
化学物質による労働災害の防止対策、化学物質管理対策。 

⑦メンタルヘルス対策及び過重労働による健康障害防止対策 
メンタルヘルス対策、過重労働による健康障害防止対策。 

⑧産業保健活動、健康づくり及び快適職場づくり対策 
産業保健活動の活性化（産業医等の選任の徹底、地域における産業保健活動の活性化、

産業医と産業保健スタッフとの連携、健康診断の結果に基づく健康管理の徹底など）、健

康づくり対策、快適職場づくり対策。 
⑨安全衛生管理対策の強化 
安全衛生教育の効果的な推進等、中小規模事業場対策の推進、就業形態の多様化等に

対する対策、高年齢労働者対策等の推進、グローバル化への対応。 
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⑩効率的・効果的な施策の推進 
労働安全衛生研究の促進、地域における労働災害多発業種等対策の推進、関係機関と

の連携等。 
⑷ 計画期間中の主要施策等 
  温泉掘削等のボーリング作業等における可燃性天然ガスによる爆発・火災災害の防止

について：公表（2008（平成 20）年） 
  局地的な大雨による下水道渠内工事等における労働災害の防止について：公表（2008

（平成 20）年） 
  派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について：公表（2009（平成 21）年） 
  ナノマテリアルに対するばく露防止等のための予防的対応について：公表（2009（平

成 21）年） 
  職場における熱中症の予防について：公表（2009（平成 21）年） 
  振動障害総合対策の推進について：公表（2009（平成 21）年） 
 「労働安全衛生規則」一部改正（プレス機械等による災害防止対策関連）（2011（平成

23）年） 
  動力プレス機械構造規格の一部改正（2011（平成 23）年） 
  機械メーカー向け、ユーザーへの危険情報提供に関するガイドライン：公表（2011（平

成 23）年） 
  「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業

務等に係る電離放射線障害防止規則」制定（2011（平成 23）年） 
  除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン（2011（平成 23）

年） 
  「労働安全衛生規則」一部改正（機械リスクに関する情報提供関連）（2012（平成 24）

年） 
  機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針（2012（平成 24）

年） 
  「労働安全衛生規則」一部改正（化学物質等の危険有害性表示制度関連）（2012（平成

24）年） 
⑸ 計画期間中の労働災害の状況 
  2008（平成 20）年 死亡者数：1,268 人 死傷者数：119,291 人（休業 4 日以上） 
  2012（平成 24）年 死亡者数：1,093 人 死傷者数：119,576 人（休業 4 日以上） 
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⑩効率的・効果的な施策の推進 
労働安全衛生研究の促進、地域における労働災害多発業種等対策の推進、関係機関と

の連携等。 
⑷ 計画期間中の主要施策等 
  温泉掘削等のボーリング作業等における可燃性天然ガスによる爆発・火災災害の防止

について：公表（2008（平成 20）年） 
  局地的な大雨による下水道渠内工事等における労働災害の防止について：公表（2008
（平成 20）年） 

  派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について：公表（2009（平成 21）年） 
  ナノマテリアルに対するばく露防止等のための予防的対応について：公表（2009（平

成 21）年） 
  職場における熱中症の予防について：公表（2009（平成 21）年） 
  振動障害総合対策の推進について：公表（2009（平成 21）年） 
 「労働安全衛生規則」一部改正（プレス機械等による災害防止対策関連）（2011（平成

23）年） 
  動力プレス機械構造規格の一部改正（2011（平成 23）年） 
  機械メーカー向け、ユーザーへの危険情報提供に関するガイドライン：公表（2011（平

成 23）年） 
  「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業

務等に係る電離放射線障害防止規則」制定（2011（平成 23）年） 
  除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン（2011（平成 23）

年） 
  「労働安全衛生規則」一部改正（機械リスクに関する情報提供関連）（2012（平成 24）
年） 

  機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針（2012（平成 24）
年） 

  「労働安全衛生規則」一部改正（化学物質等の危険有害性表示制度関連）（2012（平成

24）年） 
⑸ 計画期間中の労働災害の状況 
  2008（平成 20）年 死亡者数：1,268 人 死傷者数：119,291 人（休業 4 日以上） 
  2012（平成 24）年 死亡者数：1,093 人 死傷者数：119,576 人（休業 4 日以上） 
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12．「第 12 次労働災害防止計画」 
⑴ 計画期間 

2013（平成 25）年度～2017（平成 29）年度 
⑵ 計画の目標 
  ①2012（平成 24）年と比較して 2017（平成 29）年までに労働災害による死亡者数の

数を 15％以上減少させること（2012（平成 24）年当時の労働災害による死亡者数は 1,093
人）、②2012（平成 24）年と比較して 2017（平成 29）年までに労働災害による休業 4
日以上の死傷者数の数を 15％以上減少させること（2012（平成 24）年当時の労働災害

による死傷者数（休業 4 日以上）は 119,291 人）（2012（平成 24）年当時の業務上疾病

件数：7,743）。 
⑶ 重点施策ごとの具体的取組 

①労働災害、業務上疾病発生状況の変化に合わせた対策の重点化 
  重点とする業種対策（第三次産業（特に小売業・社会福祉施設・飲食店）対策、陸上

貨物運送事業対策、建設業対策、製造業対策）、重点とする健康確保・職業性疾病対策（メ

ンタルヘルス対策、過重労働対策、化学物質による健康障害防止対策、腰痛・熱中症対

策、受動喫煙防止対策）、業種横断的な取組（リスクアセスメントの普及促進、高年齢労

働者対策、非正規労働者対策）。 
②行政、労働災害防止団体、業界団体等の連携・協働による労働災害防止の取組み 

  専門家と労働災害防止団体の活用、業界団体との連携による実効性の確保、安全衛生

管理に関する外部専門機関の育成と活用。 
③社会、企業、労働者の安全・健康に対する意識改革の促進 

  経営トップの労働者の安全や健康に関する意識の高揚、労働環境水準の高い業界・企

業の積極的公表、重大な労働災害を発生させ改善が見られない企業への対応、労働災害

防止に向けた国民全体の安全・健康意識の高揚、危険感受性の向上。 
④科学的根拠、国際動向を踏まえた施策推進 

  労働安全衛生総合研究所等との連携による科学的根拠に基づく対策の推進、国際動向

を踏まえた施策推進。 
⑤発注者、製造者、施設等の管理者による取組強化 

  発注者等による安全衛生への取組強化、製造段階での機械の安全対策の強化、労働者

以外の人的・社会的影響も視野に入れた対策の検討。 
⑥東日本大震災、東京電力福島第一原子力発電所事故を受けた対応 

  東日本大震災の復旧・復興工事対策、原子力発電所事故対策。 
⑷ 計画期間中の主要施策等 
  職場における腰痛予防対策指針：公表（2013（平成 25）年） 
 「労働安全衛生規則」一部改正（食品加工用機械の労働災害防止対策関連）公表（2013
（平成 25）年） 
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 「労働安全衛生法」一部改正（化学物質に係るリスクアセスメント実施の義務化、スト

レスチェック実施の義務化関連）（2014（平成 26）年） 
 過労死等の防止のための対策に関する大綱：公表（2015（平成 27）年） 

 「STOP！転倒災害プロジェクト 2015」（2015（平成 27）年） 
「STOP！転倒災害プロジェクト」（2016（平成 28）年～） 

  化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針：公表（2015（平成 27）
年） 
心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に

基づき事業者が講ずべき措置に関する指針：公表（2015（平成 27）年） 
労働安全衛生法第 57条の３第３項の規定に基づく危険性又は有害性等の調査等に関す

る指針に関する公示：公表（2015（平成 27）年） 
斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイドライン：公表（2015（平成 27）年） 
東京電力福島第一原子力発電所における安全衛生管理対策のためのガイドライン：公

表（2015（平成 27）年） 
チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン：公表（2015（平成 27）

年） 
 安全衛生優良企業公表制度（2015（平成 27）年～） 

  機能安全による機械等に係る安全確保に関する技術上の指針：公表（2016（平成 28）
年） 

  事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン：公表（2016（平成

28）年） 
  山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン：公表（2016

（平成 28）年） 
  シールドトンネル工事に係る安全対策ガイドライン：公表（2017（平成 29）年） 

雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項：公

表（2017（平成 29）年） 
 「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」（2017（平成 29）年～） 

  ⑸ 計画期間中の労働災害の状況 
  2013（平成 25）年 死亡者数：1,030 人 死傷者数：118,157 人（休業 4 日以上） 
  2017（平成 29）年 死亡者数： 978 人 死傷者数：120,460 人（休業 4 日以上） 
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 「労働安全衛生法」一部改正（化学物質に係るリスクアセスメント実施の義務化、スト

レスチェック実施の義務化関連）（2014（平成 26）年） 
 過労死等の防止のための対策に関する大綱：公表（2015（平成 27）年） 

 「STOP！転倒災害プロジェクト 2015」（2015（平成 27）年） 
「STOP！転倒災害プロジェクト」（2016（平成 28）年～） 

  化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針：公表（2015（平成 27）
年） 
心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に

基づき事業者が講ずべき措置に関する指針：公表（2015（平成 27）年） 
労働安全衛生法第 57条の３第３項の規定に基づく危険性又は有害性等の調査等に関す

る指針に関する公示：公表（2015（平成 27）年） 
斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイドライン：公表（2015（平成 27）年） 
東京電力福島第一原子力発電所における安全衛生管理対策のためのガイドライン：公

表（2015（平成 27）年） 
チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン：公表（2015（平成 27）

年） 
 安全衛生優良企業公表制度（2015（平成 27）年～） 

  機能安全による機械等に係る安全確保に関する技術上の指針：公表（2016（平成 28）
年） 

  事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン：公表（2016（平成

28）年） 
  山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン：公表（2016
（平成 28）年） 

  シールドトンネル工事に係る安全対策ガイドライン：公表（2017（平成 29）年） 
雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項：公

表（2017（平成 29）年） 
 「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」（2017（平成 29）年～） 

  ⑸ 計画期間中の労働災害の状況 
  2013（平成 25）年 死亡者数：1,030 人 死傷者数：118,157 人（休業 4 日以上） 
  2017（平成 29）年 死亡者数： 978 人 死傷者数：120,460 人（休業 4 日以上） 
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13．「第 13 次労働災害防止計画」 
⑴ 計画期間 

2018（平成 30）年度～2022（令和 4）年度 
⑵ 計画の目標 

①死亡災害：死亡者数を 2017（平成 29）年と比較して、2022（令和 4）年までに 15％
以上減少（2017（平成 29）年当時の労働災害による死亡者数は 1,030 人）、②死傷災害

（休業４日以上の労働災害）については、死傷者数の増加が著しい業種、事故の型に着

目した対策を講じることにより、死傷者数を 2017 年と比較して、2022 年までに 5％以

上減少（2017（平成 29）年当時の労働災害による死傷者数（休業 4 日以上）は 118,157
人）（2017（平成 29）年当時の業務上疾病件数：7,844）。 

⑶ 重点事項ごとの具体的な取組 
①死亡災害の撲滅を目指した対策の推進 
建設業における墜落・転落災害等の防止、製造業における施設、設備、機械等に起因

する災害等の防止、林業における伐木等作業の安全対策など。 
②過労死等の防止等の労働者の健康確保対策の推進  
労働者の健康確保対策の強化、過重労働による健康障害防止対策の推進、職場におけ

るメンタルヘルス対策等の推進など。 
③就業構造の変化及び働き方の多様化に対応した対策の推進 
災害の件数が増加傾向にある又は減少がみられない業種等への対応、高年齢労働者、

非正規雇用労働者、外国人労働者及び障害者である労働者の労働災害の防止など。 
④疾病を抱える労働者の健康確保対策の推進 
企業における健康確保対策の推進、企業と医療機関の連携の促進、疾病を抱える労働

者を支援する仕組みづくりなど。 
⑤化学物質等による健康障害防止対策の推進 
化学物質による健康障害防止対策、石綿による健康障害防止対策、電離放射線による

健康障害防止対策など。 
⑥企業・業界単位での安全衛生の取組の強化 
企業のマネジメントへの安全衛生の取込み、労働安全衛生マネジメントシステムの普

及と活用、企業単位での安全衛生管理体制の推進など。 
⑦安全衛生管理組織の強化及び人材育成の推進 
安全衛生専門人材の育成、労働安全・労働衛生コンサルタント等の事業場外の専門人

材の活用など。 
⑧国民全体の安全・健康意識の高揚など 
高校、大学等と連携した安全衛生教育の実施、科学的根拠、国際動向を踏まえた施策

推進など。 
⑷ 計画期間中の主要施策等 
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  「労働安全衛生法」一部改正（働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する

法律関連）（2018（平成 30）年） 
  労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関

する指針：公表（2018（平成 30）年） 
 過労死等の防止のための対策に関する大綱：変更（2018（平成 30）年） 

  墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン：公表（2018（平成 30）年） 
  墜落制止用器具の規格：制定（2019（平成 31）年） 

過労死等の防止のための対策に関する大綱：変更（2021（令和 3）年） 
⑸ 計画期間中の労働災害の状況 
  2018（平成 30）年 死亡者数： 909 人 死傷者数：127,329 人（休業 4 日以上） 
 

（表 1：参考文献） 

労働省 / 厚生労働省「労働災害動向調査」 

労働省 / 厚生労働省「業務上疾病調」 

労働省 / 厚生労働省「労働基準監督年報」 

労働法令協会『労働行政要覧（昭和 29 年度版～平成 13 年度版）』 

全日本産業安全連合会『産業安全年鑑（1955 年～1984 年）』 

中央労働災害防止協会『安全衛生年鑑（1985 年～2005 年）』 

中央労働災害防止協会『安全の指標（1967 年～2019 年）』 

中央労働災害防止協会『労働衛生のしおり（1974 年～2019 年）』 

中央労働災害防止協会編『日本の安全衛生運動 五十年の回顧と展望』（中央労働災害防止協会、1971（昭和 46 年）） 

中央労働災害防止協会編『安全衛生運動史 労働保護から快適職場への七〇年』（中央労働災害防止協会、1984（昭和

59 年）） 

中央労働災害防止協会編『安全衛生運動史 安全専一から 100 年』（中央労働災害防止協会、2011（平成 23 年）） 

労務行政研究所編『労働安全衛生法 労働法コンメンタール⑩』（労務行政、2017 年（平成 29 年）） 

 
【図 1（沖縄労働局による災防計画展開の例）】 
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  「労働安全衛生法」一部改正（働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する

法律関連）（2018（平成 30）年） 
  労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関

する指針：公表（2018（平成 30）年） 
 過労死等の防止のための対策に関する大綱：変更（2018（平成 30）年） 

  墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン：公表（2018（平成 30）年） 
  墜落制止用器具の規格：制定（2019（平成 31）年） 

過労死等の防止のための対策に関する大綱：変更（2021（令和 3）年） 
⑸ 計画期間中の労働災害の状況 
  2018（平成 30）年 死亡者数： 909 人 死傷者数：127,329 人（休業 4 日以上） 
 

（表 1：参考文献） 

労働省 / 厚生労働省「労働災害動向調査」 

労働省 / 厚生労働省「業務上疾病調」 

労働省 / 厚生労働省「労働基準監督年報」 

労働法令協会『労働行政要覧（昭和 29 年度版～平成 13 年度版）』 

全日本産業安全連合会『産業安全年鑑（1955 年～1984 年）』 

中央労働災害防止協会『安全衛生年鑑（1985 年～2005 年）』 

中央労働災害防止協会『安全の指標（1967 年～2019 年）』 

中央労働災害防止協会『労働衛生のしおり（1974 年～2019 年）』 

中央労働災害防止協会編『日本の安全衛生運動 五十年の回顧と展望』（中央労働災害防止協会、1971（昭和 46 年）） 

中央労働災害防止協会編『安全衛生運動史 労働保護から快適職場への七〇年』（中央労働災害防止協会、1984（昭和

59 年）） 

中央労働災害防止協会編『安全衛生運動史 安全専一から 100 年』（中央労働災害防止協会、2011（平成 23 年）） 

労務行政研究所編『労働安全衛生法 労働法コンメンタール⑩』（労務行政、2017 年（平成 29 年）） 

 
【図 1（沖縄労働局による災防計画展開の例）】 
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1 労働調査会出版局編『労働安全衛生法の詳解‐労働安全衛生法の逐条解説‐改訂第 4 版』

（労働調査会、2015 年（平成 27 年））214 頁、労務行政研究所編『労働安全衛生法 労働

法コンメンタール⑩』（労務行政、2017 年（平成 29 年））216 頁。 
2 例えば心と身体の健康づくり（THP）は 1988（昭和 63）年の労働安全衛生法改正により

従来のシルバーヘルスプラン（SHP）を発展させた取組みであるが、「第 6 次労働災害防

止計画」（計画期間：1983（昭和 58）年度～1987（昭和 62）年度）がもととなった法改

正であるという。6 次防には「『健康づくり』については、身体機能の強化のみならず、心

身両面からの『総合的健康づくり（トータル・ヘルス・ケア）』として展開する」と記載

されており、今後の「展開」を 6 次防策定時にすでに宣言している。 
3 中央労働災害防止協会編『日本の安全衛生運動 五十年の回顧と展望』（中央労働災害防

止協会、1971（昭和 46 年））389～390 頁。 
4 中央労働災害防止協会編前掲書（1971 年）390～391 頁。 
5 中央労働災害防止協会編前掲書（1971 年）391 頁。 
6 中央労働災害防止協会編前掲書（1971 年）404～405 頁。 
7 中央労働災害防止協会編（1971 年）443～445 頁。 
8 労働調査会出版局編前掲書（2015 年）215～216 頁。 
9 なお、最新の「過労死等の防止のための対策に関する大綱」（2021（令和 3）年 7 月 30
日閣議決定）では「数値目標については、第 14 次労働災害防止計画（令和 5 年度から令和

9 年度まで）において新たな数値目標が設定された場合には、その目標の達成に向けた取組

を推進する。」と記載されている。 
10 例えば「第 12次労働災害防止計画」（計画期間：2013（平成 25）年度～2017（平成 29）

年度）の策定過程をみると、「法令違反により重大な労働災害を発生させ改善がみられな

い企業」への対応として企業名の公表制度が検討されていたが、労使の意見が一致せず、

12次防には「企業名と労働災害の発生状況をホームページ等で公表することを含めて検討

する。」と記載するにとどまった。12次防策定後、労働政策審議会安全衛生分科会で改め

て企業名公表制度の議論が行われ、2013（平成 25）年 12月に企業名公表制度を含めた「今

後の労働安全衛生対策について」が労働政策審議会で建議された。「今後の労働安全衛生

対策について」には「重大な労働災害を繰り返す企業への対応」の一環として必要な勧告

を行ったうえで、その勧告に従わない場合に「例えば企業名を公表する等の仕組みを併せ

て設けることが適当である。」と記載された。 
11 2012（平成 24）年 6月 26 日 第 61回労働政策審議会安全衛生分科会 
12 労務行政研究所編前掲書（2017 年）215～217 頁。 
13 労務行政研究所編前掲書（2017 年）217～218 頁。 
14 労働調査会出版局編前掲書（2015 年）216～217 頁。 
15 労働調査会出版局編前掲書（2015 年）216～217 頁、労務行政研究所編前掲書（2017 年）

219～220 頁。 
16 2012（平成 24）年 7月 23 日 第 62回労働政策審議会安全衛生分科会 
17 三柴丈典ほか「厚生労働省厚生労働科学研究費補助金労働安全衛生総合研究事業 リス

クアセスメントを核とした諸外国の労働安全衛生制度の背景・特徴・効果とわが国への適

応可能性に関する調査研究」〔三柴丈典〕（2014 年度（平成 26 年度）～2016 年度（平成

28 年度））26～28 頁。 
18 畠中信夫『労働安全衛生法のはなし』（中災防ブックス、2019 年（令和元年））86～87
頁（この他、労働安全衛生法の実効性確保の手段としては、労働者への知識の付与（情報

の提供）・労働者の参加の保障と促進、労働基準監督制度、安全衛生改善計画・特別安全

衛生改善計画、労働安全・労働衛生コンサルタント制度、罰則と送検処分が挙げられる（畠
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科会では次期労働災害防止計画の策定に向けた論点等の検討を行い、その検討結果を踏ま

え、2018 年（平成 30 年）2 月、厚生労働大臣からの諮問を受けた労働政策審議会の答申を

経て「第 13 次労働災害防止計画」が策定されるという経緯を辿っている。 
22 厚生労働省「平成 31 年度地方労働行政運営方針」（2019（平成 30）年 4 月 1 日公表）。 
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厚厚生生労労働働行行政政推推進進調調査査事事業業費費補補助助金金  
（（政政策策科科学学総総合合研研究究事事業業（（政政策策科科学学推推進進研研究究事事業業））））  

分分担担研研究究報報告告書書  

労労働働安安全全衛衛生生法法第第２２００条条かからら２２１１条条のの逐逐条条解解説説  

 
  

研究協力者 原 俊之  明治大学法学部法律学科・兼任講師 
 
 

研究要旨 
労働安全衛生法（以下「安衛法」とする）第 20 条および 21 条は、個別の労働関係（使

用従属関係）の存在を前提として事業者に危害防止のための措置を講ずることを義務づ

けた規定である。これらの規定は、機械等、爆発性・発火性・引火性の物、電気や熱な

どのエネルギーといった有形無形の「物」が原因で生じる危険（第 20 条）および作業方

法や作業場所から生じる危険（第 21 条）をそれぞれ防止すべく、各危害に対応した規制

基準の設定とその遵守を求める内容となっている。もっとも、その具体的内容は、労働

安全衛生規則（以下「安衛則」とする）ほか関係政省令に規定されており、安衛法の危

害防止基準が現場で実現しようとする措置内容は、これら政省令の詳細な検討によって

はじめて明確となる。 
 

 
Ａ．研究目的 

本研究事業全体の目的は、以下の 3 点に

ある。 
①時代状況の変化に応じた法改正の方向

性を展望すること。 
②安衛法を関係技術者以外（文系学部出

身の事務系社員等）に浸透させ、社会一般

への普及を図ること。 
③安衛法に関する学問体系、安衛法研究

のための人と情報の交流のプラットフォー

ムを形成すること。 
そのため、条文の起源（立法趣旨、基礎

となった災害例、前身）と運用（関係判例、

適用の実際）、主な関係令等（関係政省令、

規則、通達等）を、できる限り図式化して

示すと共に、現代的な課題や法解釈学的な

論点に関する検討結果を記した体系書を発

刊すること。 
本分担研究の目的は、附則を除き 123 条

ある安衛法のうち第20条から21条（以下、

「対象条文」という）について、その課題

を果たすことにある。 
 
Ｂ．研究方法 
安全衛生に詳しい元労働基準監督官から、

現行安衛法の体系に関する解説と安衛法本

体の条文に紐付く政省令の選定を受けたう

えで、法学・行政学を専門とする分担研究
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者が、各自、解説書、専門誌に掲載された

学術論文や記事、政府発表資料等の第 1 次

文献のレビューを行って執筆した文案を研

究班会議で報告し、現行安衛法や改正法の

起案に関わった畠中信夫元白鴎大学教授、

唐澤正義氏ら班員らからの指摘やアドバイ

スを得て洗練させた。 
 
Ｃ．研究結果 
 １ はじめに 
「労働災害の防止のための危害防止基準

の確立」は、労働者の安全と健康の確保と

いう安衛法の主目的を達成するための重要

な手段の一つとされている（第 1条）。 

危害防止基準の具体的な内容は、原則と

して、対象条文を含む安衛法本法の定めに

基づき、安衛則はじめ複数の政省令に明文

化され、違反に対しては刑事罰や使用停止

命令などによってその実効性が図られてい

る（ただし、罰則は上位の法律条文に付さ

れており、規則自体に罰則の定めはない）。

別添の社会調査の結果からも窺われるよう

に、現に労災防止に直接的かつ大きな効果

を発揮してきたと解される。 

対象条文は、事業者を対象として、モノ、

作業場所及び作業方法から生じる危険を防

止する措置を講じる義務を幅広く課してお

り、本法の中でも最多の関係政省令を擁す

るため、その起源や運用の実際等の調査は、

立法者が、危害防止基準に、どこまで、ど

のような役割を持たせようとしてきたかの

解明に繋がる。 

また、危害防止基準は、労災民事訴訟で

加害者側の過失の裏付けとしてよく言及さ

れる。安全配慮義務に関する最新の研究は、

「事業の実情に応じて合理的に実行可能な

限り、安全衛生関係法上の最低基準（危害

防止基準）を遵守する」ことをその定義に

含めるべきであるとしている 1。よって、対

象条文を主軸とする危害防止基準の内容の

検討は、民事過失責任の中核を知ることに

も繋がる。 

それだけに、その策定と運用に際しては、

労災防止効果と共に、名宛人による現実的

な実行可能性が考慮される必要がある。一

方で多様化し、変化する現場のリスクを的

確に捕捉するものでなければならないが、

事業者らの名宛人が現実的に遵守できない

ようなものであってはならない。本研究費

による研究統括者の先行研究は、安衛法の

焦点が技術的な安全から組織的・社会的な

健康に移行してきていることも踏まえ、施

行令や規則（政省令）が具体化する危害防

止基準は、「折々の事情に応じて行政が主

導し、適宜、罰則付きで策定されている」

が、「そうした政省令が、親法の解釈を完

全に『き束』してしまうとなると、構造的

に過不足が生じ得る」ため、「政省令側の

定め方に一定の抽象性を持たせ、危険が窺

われる場合には、事業者側に安全性の証明

責任を課す・・・などの手続き面での規定

により、要件を個別的に特定していく必要

がある」としている 2。これは、実質的に、

危害防止基準をリスクアセスメント規定に

近づける面を持つ。本分担研究は、この提

言の正当性や妥当性の検証を図る意義も持

つ。 

 

 

 ２ 趣旨・内容 
日本でも、労働災害防止のための第一次

的責任を事業者に課す原則が採られており
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3、安衛法第４章には、個別の労働関係すな

わち使用従属関係の存在を前提とした事業

者規制に関する規定（第 20条～第 25条）

が置かれている。そして、労働災害の要因

が、労働者が接するモノ、場所、作業方法

などあらゆる環境に内在している中で、第

20条は「モノ」に、第 21 条は場所と作業

方法にそれぞれ着目した危害防止基準の確

立をねらった規定である。 

工場労働における機械による事故や爆

発・火災の危険性は、工場法施行当初から

すでその重大性が指摘されており 4、近年に

おいても決して根絶されたわけではない 5。

それゆえ、対象条文が定める危害防止基準

は、近代的な工場労働をはじめあらゆる職

場環境において必須のものであり、現在も

なおその意義を失っていない。 

 第 20 条各号および第 21 条各項列挙の危

険には、それぞれ以下のものが含まれる 6。 

〔第 20条〕 

＊機械等（第 1号）：機械特有の作業部分及

び動力伝導部分に労働者の肉体の一部が接

触したり、巻き込まれたりする場合に発生

する機械的危険のほかに機械が行う仕事に

より原材料、加工物等の飛来等の物理的危

険、足場の倒壊、ボイラーの破裂等の構造

的危険等も含む。 

＊爆発性の物（第 2 号）：硝酸エステル類、

ニトロ化合物のように、加熱、衝撃、摩擦

等により、多量の熱とガスを発生して激し

い爆発を起こす物等。 

＊発火性の物（第 2号）：通常の状態におい

ても発火しやすく、カーバイトや金属ナト

リウムのように水と接触して可燃性ガスを

発生して発熱・発火するもの、黄燐のよう

に酸素と接触して発火する物等。 

＊引火性の物（第 2 号）：エチルエーテル、

ガソリンのように火を引きやすい可燃性の

液体であって、液体が直接引火して火災を

生ずる危険性のほか、その液体表面から蒸

発した可燃性の蒸気と空気との混合気に何

らかの点火源が作用すると爆発を起こす危

険性を有する物。 

なお、通達（昭 47・9・18基発第 602号）

によると、「爆発性の物、発火性の物、引火

性の物等」の中には、塩素酸カリウム、過

酸化ナトリウムのように、単独では発火、

爆発等の危険はないが、可燃性の物や還元

性物質と接触したときは、衝撃、点火源に

より発火、爆発等を起こす酸化性の物、可

燃性のガス又は粉じん、硫酸その他の腐食

性液体等が含まれる。 

 第 2 号所定の物は例示的なものであり、

事業場において製造し、又は取り扱う物が

一定の条件のもとで爆発、火災等を起こし、

労働者に危険を及ぼすに至る性状を有する

と認められるならば、本号に該当する物と

判断される。 

＊電気、熱その他のエネルギー（第 3 号）：

電気設備の充電部分や漏電箇所に接触する

ことによる感電危険のほか、アーク溶接等

にみられる電火性眼炎、加熱や漏電による

火災、溶融高熱物等による火傷の危険。通

達（昭 47・9・18基発第 602号）によると、

「その他のエネルギー」には、アーク等の

光、爆発の際の衝撃波等のエネルギーが含

まれる。 

〔第 21条〕 

＊「土砂等が崩壊するおそれのある場所等」

（第 2 項）の「等」には、物体の落下する

おそれのある場所等が含まれる（昭 47・9・

18基発第 602号）。 
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 このほか、安衛法上の製造規制（第 37条）

及び流通規制（第 42 条）に関する規定が、

事業者に課せられた危害防止基準として機

能している。すなわち、法第 37 条は特定機

械等の製造については都道府県労働局長の

許可を要する旨定め（第 1 項）、都道府県

労働局長は、特定機械等の構造等が厚生労

働大臣の定める基準に適合しない場合には

許可をしてはならない旨規定している（第

2 項）。これを受け、たとえばクレーン則

第 17条は「事業者は、クレーンについては、

法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定め

る基準…に適合するものでなければ使用し

てはならない」として、事業者を名宛人と

した義務を課している。また、法第 42条は、

「特定機械等以外の機械等で…政令で定め

るものは、厚生労働大臣が定める規格又は

安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与

し、又は設置してはならない」と定める一

方、安衛則 27条が、「事業者は、法別表第

二に掲げる機械等…については、法第四十

二条の厚生労働大臣が定める規格又は安全

装置を具備したものでなければ、使用して

はならない」、と規定している。このよう

に、製造・流通段階における構造規格等が

ユーザーたる事業者に対しても危害防止基

準として機能することによって、より実効

性を高める効果が期待されている 7。 

 対象条文をはじめとする安衛法上の危害

防止基準に関する諸規定の多くは、「事業

者に、その使用する労働者の労働災害を防

止するために必要な措置を講ずべきことを

抽象的に義務づけているだけで、事業者が

講ずべき具体的な措置内容はほとんど白紙

で、法第二七条第一項により厚生労働省令

に委任されている。」8。その具体的内容は、

主として安衛則「第二編 安全基準」に定

められており、第 20条第 1号所定の危険に

ついては、「第一章 機械による危険の防

止（第 101 条～第 151 条）」、「第一章の

二 荷役運搬機械等（第 151条の 2～第 151

条の 83）」、「第一章の三 木材伐出機械

等（第 151 条の 84～第 151 条の 174）」、

「第二章 建設機械等（第 151 条の 175～

第 236条）」、「第三章 型わく支保工（第

237 条～第 247 条）」およびボイラー則、

クレーン則、ゴンドラ則に、同条第二号に

ついては「第四章 爆発、火災等の防止（第

248条～第 328条の 5）」に、そして同条第

三号は、「第五章 電気による危険の防止

（第 329 条～第 354 条）」にそれぞれ詳細

な規定が置かれている。 

 第 21条については、第 1項所定の危険に

ついては、「第六章 掘削作業等における

危険の防止（第 355条～第 416条）」、「第

七章 荷役作業等における危険の防止（第

417 条～第 476 条）」、「第八章 伐木作

業等における危険の防止（第 477条～第 517

条）」に、第 2 項については「第八章の二 

建築物等の鉄骨の組立て等の作業における

危険の防止（第 517条の 2～第 517条の 5）」、

「第八章の三 鋼橋架設等の作業における

危険の防止（第 517条の 6～第 517条の 10）」、

「第八章の四 木造建築物の組立て等の作

業における危険の防止（第 517条の 11～第

517 条の 13）」、「第八章の五 コンクリ

ート造の工作物の解体等の作業における危

険の防止（第 517条の 14～第 517条の 19）」、

「第八章の六 コンクリート橋架設等の作

業における危険の防止（第 517条の 20～第

517 条の 24）」、「第九章 墜落、飛来崩

壊等による危険の防止（第 518 条～第 539
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条の 9）」、「第十章 通路、足場等（第

540 条～第 575 条）」、「第十一章 作業

構台（第 575条の 2～第 575 条の 8）」、「第

十二章 土石流による危険の防止（第 575

条の 9～第 575 条の 16）」にそれぞれ具体

的な定めがなされている。 

また、安衛則第 27 条、第 28 条および第

29条第 2項は、事業者規制として機能する

製造・流通規制（法第 42条）の具体的内容

を定めたものである。 

 対象条文が事業者に義務づけた危害防止

措置は、現実にその措置を講ずることが必

要とされるのであって、単にその措置を講

ずるために努力したというだけでは足りな

い 9。結果的に災害事故が発生しなかったと

しても、対象条文（及びその紐付き政省令）

が要求する措置が講じられていない以上、

違反が成立する 10。また、安衛法第 3条第 1

項前段に「事業者は、単にこの法律で定め

る労働災害防止のための最低基準を守るだ

けでなく」とあるように、対象条文ほか各

規定に定められた危害防止基準は最低基準

となる。違反に対しては 6 か月以下の懲役

又は 50万円以下の罰金が科せられ（第 119

条 1 号）、なおかつ違反行為者ほか法人も

処罰対象となる（第 122条、両罰規定）。 

 

 ３ 沿革  
３.１ 工場法による規制 

対象条文の原型となる規定は、すでに戦

前の法令の中に存在した。工場法（明治 44

年 3月 29日法律第 46号）は第 13 条におい

て、「行政官庁ハ命令ノ定ムル所ニ依リ工場

及付属建設物並設備ヵ危害ヲ生シ又ハ衛生、

風紀其ノ他公益ヲ害スル虞アリト認ムルト

キハ予防又ハ除害ノ為必要ナル事項ヲ工業

主ニ命シ必要ト認ムルトキハ其ノ全部又ハ

一部ノ使用ヲ停止スルコトヲ得」と定め、

これを受けて昭和 4 年に工場危害予防及衛

生規則(昭和4年6月20日内務省令第24号)

が制定される。安衛法第 20条の原型は、同

規則第 1条～第 14条に設けられた原動機に

関する規定、第 20 条～第 27 条に設けられ

た爆発・火災・引火に関する規定であり、

また墜落防止のための柵囲等の設置を義務

づけた同規則第 15 条は、安衛法第 21 条第

2 項の原型といえる。同規則の各条項につ

いては、工場危害予防及衛生規則施行標準

(昭和 4年 7月 18日付発第 58号地方長官宛

社会局長官依命通牒)において細則が規定

されていた。 

上述の工場危害予防及衛生規則の制定経

緯については、労働省の著書に、「社会局は

工場法第 13 条に基づき工場災害予防およ

び衛生に関する省令制定のため調査研究を

進めていたが、各方面の意見を徴した上、

この規則を公布するに至ったものである」

との記載がある 11。いかなる調査研究が進

められ、またいかなる意見が聴取されたの

かに関しては、現在調査中だが、さしあた

り、工場法制定のための実地調査を主導し

た岡實の以下の見解が参考になる 12。 

岡は、工場災害の除去と工場疾病者の減

少は「單ニ法律ノ力ノミヲ以テ克クスヘキ

ニ非ス、工業主ハ勿論専門学者ノ努力並一

般国民ノ自覚ニ俟ツヘキモノ甚タ多シ」と

の問題意識から、「本章ニ於テ工場監督ニ関

シ最モ豊富ナル経験ヲ有スルジー、エム、

プライス博士ノ近著「近世工場」中ヨリ工

場設備ノ改善ニ関スル部分ヲ抄録シ、之ニ

管見ヲ加ヘテ読者ノ参考ニ資セントスル」。

その上で、原動機・動力伝導装置の危険予
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防装置は実際の状況如何によるものであり、

予め法令で詳細な標準を規定することの難

しさを指摘する。そして、独仏などの諸外

国では法律において概括的な規定を設けた

うえで細目を施行細則に委ねている手法に

着目し、「我国モ亦工場法第十三條ニ依リ之

ヲ命令ニ委任セルカ故ニ此ノ点ハ独仏ト同

主義ヲ採レルモノト云フヲ得ヘシ」とした

うえで、原動機や建物その他の設備の危険

予防、工場火災対策等に関する詳細な見解

を提示する 13。 

上述の工場危害予防及衛生規則も、かよ

うな岡の見解の影響を受けたものと思われ

る。 

３.２ 労働基準法と旧労働安全

衛生規則 
戦後に制定・施行された労働基準法（昭

和 22 年 4 月 7 日法律第 49 号、以下「労基

法」とする）は、当初第 5 章に「安全及び

衛生」を設け、第 42条に「使用者は、機械、

器具その他の設備、原料若しくは材料又は

ガス、蒸気、粉じん等による危害を防止す

るために、必要な措置を講じなければなら

ない。」と規定していた。そしてこれを具体

化すべく、戦前の工場危害予防及衛生規則、

土石採取場安全及衛生規則、汽罐取締令、

土木建築場安全及衛生規則などを統一する

形で、労働安全衛生規則（昭和 22 年 10 月

31日労働省令第 9号、以下「旧安衛則」と

する）が制定される。旧安衛則中、対象条

文に相当する内容は「第二編 安全基準」

に規定されているところ、「第一章 原動機

及び動力傳導装置」、「第二章 機械装置」、

「第七章 電気」、「第九章 火災及び爆発

の防止」の各章が安衛法第 20 条に、「第三

章 通路及び作業床」、「第四章 足場」、「第

五章 墜落防止」、「第六章 崩壊、落下の

予防」が同第 21条にそれぞれ該当する。ま

た、「第四編 特別安全基準」の中に汽罐（ボ

イラー）等に関する安全基準が定められて

いた。旧安衛則は、その後数次にわたる改

正を経て、現行の安衛法および安衛則に継

承されることとなる。主な改正は下記の通

りである。 

＊改正（昭和 34 年 2 月 11 日労働省令第 2

号）：くい打ち機・くい抜き機に関する規定

の追加 

＊ボイラ及び圧力容器安全規則（昭和 34年

2月 24日労働省令第 9号）が独立 

＊改正（昭和 35 年 11 月 25 日労働省令第

25号）：電気関係の安全基準強化 

＊クレーン等安全規則（昭和 37 年 7 月 31

日労働省令第 16号）が独立 

＊改正（昭和 38年 5月 16日労働省令第 10

号）：型わく支保工の安全等に関する規定の

追加 

＊改正（昭和 44 年 1 月 29 日労働省令第 1

号）：電気機械器具に対する規制の強化 

＊墜落死亡事故の続発を受けゴンドラ安全

規則（昭和 44年 10月 1日労働省令第 23号）

制定。 

＊改正（昭和 45年 9月 28日労働省令第 21

号）：機械の安全についての大改正、製造段

階における規制強化、機械の本質的安全に

関する規定等が追加 

 

３.３ 安衛法の制定 
 安衛法（昭和 47年 6月 8日法律第 57号）

が、「従来の労働基準法第五章(安全及び衛

生)を中核として、労働災害防止団体等に関

する法律の第二章(労働災害防止計画)およ

び第四章(特別規制)を統合したものを母体
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とし、そのうえに新規の規制事項、国の援

助措置に関する規定等を加え」て制定され

た経緯からもわかるとおり 14、労基法およ

び旧安衛則による危害防止基準を承継した

「第四章 労働者の危険又は健康障害を防

止するための措置」が安衛法の中核である

といえる。その中で、対象条文はいずれも

安衛法制定当初より改正はなされておらず、

実質的にはこれを具体化・詳細化した安衛

則等 15の改正によって技術革新や新たな災

害類型に対処がなされてきた。近年の例を

挙げれば、食品加工用機械によって多発す

る死傷災害への対処として、安衛則に新た

な安全対策規定が設けられ（第 130 条の 2

～第 130条の 9、平成 25年 10月 1日施行）、

翌年には車両系木材伐出機械による休業４

日以上の死傷災害が増加傾向にあること等

の状況に鑑み、安衛則においてこれを新た

な規制対象として追加することとなった

（第 151条の 84～第 151条の 174、平成 26

年 6月 1日施行）。 

 

 ４ 背景になった災害等 
対象条文は、いずれも労働災害の原因と

なる物、作業方法、場所についてあらゆる

類型の危険に対処すべく、抽象的かつ広範

囲な定めをするにとどまり、その具体的内

容は膨大かつ多種多様な条文から成る政省

令に委ねている。このため、対象条文制定

の契機となる背景災害を特定することは容

易ではない。 

しかし、少女工が機械掃除の最中である

ことを失念した組長の運転ミスによる死亡

事故、あるいは輪具（リング）精紡機のバ

ンド紐（後掲図参照）の掛け直しの際に腕

を巻き込まれる事故などが『女工哀史』の

時代から記録されており 16、労働組合期成

会による「工場法案に対する意見書」の冒

頭部分では、「現在工場の多数が其設備上

欠点の多きは吾々職工の明に認むる所」で

あり、「危険なる機械に向って適当の防険

装置の備へなきか如きは実に我工場に於け

る通弊」であるがゆえに、「我々職工の健

康を害し又は身命を危ふすることあるは殆

んど日常の事例」であると強調されている

17。対象条文が想定する危険は、近代的な工

場設備その他の職場においては常に付きま

とう宿命であるといえる。こうした多数の

名もなき事故の蓄積が、工場法（および工

場危害予防及衛生規則）以来の安全衛生法

制における危害防止基準確立の原動力とな

ったことは想像に難くない。その詳細につ

いては引き続き調査の上、整理・検討する

予定である。 

 

 ５ 適用の実際 
 対象条文は安全関係全般について定めた

規定であるため、適用される場面は非常に

多岐にわたる。行政による安全衛生の監督

は、災害発生事業場以外にも、動力プレス

や木工機械、ロボットなど個別の機械を対

象に、また建設業、林業、港湾、食料品製

造業、金属製品製造業など一定の業種を対

象になされている。安全関係は衛生監督に

比して、危険かどうかを視覚的に捉えやす

いため、事業者に対して対象条文違反の指

摘をすることが比較的容易である。 

厚生労働省労働基準局監督課が 2017年 5月

に公表した安衛法関係送検公表事案による

と、刑事事件として送検された 198 件のう

ち、対象条文違反が最も多い 18。たとえば

高さ２ｍ以上の作業床の端などに囲いや手
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すりなどの設置を義務づけた安衛則 519 条

（根拠条文・安衛法第 21条）違反が 32件、

機械の掃除、給油、検査などの際に機械の

運転停止を義務づけた安衛則第 107 条（根

拠条文・安衛法第 20 条）違反が 14 件、な

どといった状況である。また、平成 31 年・

令和元年の労働基準監督年報によると、安

衛法違反による送検事件 469 件のうち、第

20 条違反が 149 件、第 21 条違反が 130 件

と、対象条文が上位 2 位を占めている 19。

このような現状は上述したように、対象条

文の適用範囲の広さと視覚的な摘発のし易

さがその要因の一つとなっていると思われ

る。 

 安衛法違反の摘発は労働基準監督官の職

務の一つであるところ（安衛法第 90 条～第

92条）、対象条文（及び安衛則）に違反す

るか否かのチェックの視点及び適用の具体

例は以下の通りである 20。 

 

〔第 20条関係〕 

 ①伝動装置、歯車、回転軸等のカバー等

（安衛則第 101 条）：モーターなどの伝動

装置であるＶベルトにカバーがあるか〔〔後後

掲掲画画像像参参照照〕〕、機械の歯車にカバーがある

か、回転軸にカバーがあるか、回転軸など

の留め具が埋頭型になっているかなどが調

べられる。 

 ②機械の停止等（安衛則第 107 条、第 108

条）：他の作業者が誤って起動させること

により、修理や掃除を行っている労働者が

被災することを防止するため、機械等の修

理や掃除の際に機械を停止して行っている

か、その際に当該機械の起動装置に錠をす

るか、起動禁止の表示をして他の労働者が

作動させないための措置を講じているかな

どが調べられる 21。 

 ③ロールを有する機械の安全（安衛則第

109 条）：ロールを有する機械（印刷機、

巻取ロール機〔〔後後掲掲画画像像参参照照〕〕など）に手

が巻き込まれないためのガード、光線式安

全装置などがあるかが調べられる。 

 ④ボール盤〔〔後後掲掲画画像像参参照照〕〕作業と手袋

使用の禁止（安衛則第 111 条）：回転する

「刃」を有する機械に手袋が巻き込まれて

指等を切断する危険があるため、ボール盤

で作業する者に手袋の使用を禁止している

かが調べられる。 

 ⑤グラインダー〔〔後後掲掲画画像像参参照照〕〕と砥石

（安衛則第 120条、第 27条、研削盤等構造

規格）：グラインダーであれば、周面砥石

を側面で使用していないか、砥石のカバー

が正しく取り付けられているか、手持ちグ

ラインダーについては適正なカバーが付い

ているかなどが調べられる（周面砥石を側

面で使用すると破壊する危険があるため）。 

 ⑥動力プレス 22（安衛則第 131 条、第 27

条、動力プレス構造規格、プレス又はシャ

ーの安全装置構造規格）：手などの身体が、

ガードなどで入らない構造になっているか、

安全装置により入らない構造になっている

か、入った場合プレスが自動的に停止する

構造になっているかなどが調べられる。 

 ⑦木材加工用丸のこ盤〔〔後後掲掲画画像像参参照照〕〕

（安衛則第 123条、第 27条、木材加工用丸

のこ盤並びにその反ぱつ予防装置及び歯の

接触予防装置の構造規格）：歯の接触予防

装置（カバー）が設置されているか、同装

置がきちんと作動するか、同装置が可動式

の場合は安衛法に基づく構造規格適合品で

あるかなどが調べられる。 

 ⑧射出成型機等 23（安衛則第 147 条）：
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すりなどの設置を義務づけた安衛則 519 条

（根拠条文・安衛法第 21条）違反が 32件、

機械の掃除、給油、検査などの際に機械の

運転停止を義務づけた安衛則第 107 条（根

拠条文・安衛法第 20 条）違反が 14 件、な

どといった状況である。また、平成 31 年・

令和元年の労働基準監督年報によると、安

衛法違反による送検事件 469 件のうち、第

20 条違反が 149 件、第 21 条違反が 130 件

と、対象条文が上位 2 位を占めている 19。

このような現状は上述したように、対象条

文の適用範囲の広さと視覚的な摘発のし易

さがその要因の一つとなっていると思われ

る。 

 安衛法違反の摘発は労働基準監督官の職

務の一つであるところ（安衛法第 90条～第

92条）、対象条文（及び安衛則）に違反す

るか否かのチェックの視点及び適用の具体

例は以下の通りである 20。 

 

〔第 20条関係〕 

 ①伝動装置、歯車、回転軸等のカバー等

（安衛則第 101 条）：モーターなどの伝動

装置であるＶベルトにカバーがあるか〔〔後後

掲掲画画像像参参照照〕〕、機械の歯車にカバーがある

か、回転軸にカバーがあるか、回転軸など

の留め具が埋頭型になっているかなどが調

べられる。 

 ②機械の停止等（安衛則第 107条、第 108

条）：他の作業者が誤って起動させること

により、修理や掃除を行っている労働者が

被災することを防止するため、機械等の修

理や掃除の際に機械を停止して行っている

か、その際に当該機械の起動装置に錠をす

るか、起動禁止の表示をして他の労働者が

作動させないための措置を講じているかな

どが調べられる 21。 

 ③ロールを有する機械の安全（安衛則第

109 条）：ロールを有する機械（印刷機、

巻取ロール機〔〔後後掲掲画画像像参参照照〕〕など）に手

が巻き込まれないためのガード、光線式安

全装置などがあるかが調べられる。 

 ④ボール盤〔〔後後掲掲画画像像参参照照〕〕作業と手袋

使用の禁止（安衛則第 111 条）：回転する

「刃」を有する機械に手袋が巻き込まれて

指等を切断する危険があるため、ボール盤

で作業する者に手袋の使用を禁止している

かが調べられる。 

 ⑤グラインダー〔〔後後掲掲画画像像参参照照〕〕と砥石

（安衛則第 120条、第 27条、研削盤等構造

規格）：グラインダーであれば、周面砥石

を側面で使用していないか、砥石のカバー

が正しく取り付けられているか、手持ちグ

ラインダーについては適正なカバーが付い

ているかなどが調べられる（周面砥石を側

面で使用すると破壊する危険があるため）。 

 ⑥動力プレス 22（安衛則第 131 条、第 27

条、動力プレス構造規格、プレス又はシャ

ーの安全装置構造規格）：手などの身体が、

ガードなどで入らない構造になっているか、

安全装置により入らない構造になっている

か、入った場合プレスが自動的に停止する

構造になっているかなどが調べられる。 

 ⑦木材加工用丸のこ盤〔〔後後掲掲画画像像参参照照〕〕

（安衛則第 123条、第 27条、木材加工用丸

のこ盤並びにその反ぱつ予防装置及び歯の

接触予防装置の構造規格）：歯の接触予防

装置（カバー）が設置されているか、同装

置がきちんと作動するか、同装置が可動式

の場合は安衛法に基づく構造規格適合品で

あるかなどが調べられる。 

 ⑧射出成型機等 23（安衛則第 147 条）：
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戸を閉じなければ作動しない構造となって

いるか、光線式安全装置（手が入ったら停

止する構造）が設置されているか、両手押

しボタン式安全装置（二つの押しボタンを

両手で同時に下死点まで押し続けなければ

作動しない構造）となっているか（指導事

項としては押し釦の間隔が 30cm 以上あり、

片手で操作できないものであること）、マ

ット式安全装置を使用しているかなどが調

べられる 24。 

 ⑨ドラグショベル〔〔後後掲掲画画像像参参照照〕〕（車

両系建設機械）（安衛則第 155 条、第 158

条、第 164 条）：車両系建設機械であるド

ラグショベル（バックホウ、ユンボ）で掘

削作業をしている場合は、作業計画を作成

して作業しているか、他の労働者がドラグ

ショベルに接触しないよう立入禁止区域を

設定して作業しているか、掘削作業以外の

用途外の作業に使用していないかなどが調

べられる。 

 ⑩ガス溶接用溶解アセチレンボンベ（安

衛則第 263 条）：ガス溶接に使用している

溶解アセチレンボンベは立てて、転倒防止

措置を講じているか，４０℃以下に保って

いるか、使用前か使用後かの表示（空・充

の表示）があるかが調べられる。 

 ⑪はしご道（安衛則第 556 条）：はしご

道は、その上端を 60cm 以上出しているかが

調べられる。 

 ⑫架設通路の勾配・手すり等（安衛則第

552 条、563条）：架設通路の勾配や手すり

など、足場の作業床の幅や手すりの高さな

どが安衛則の基準を満たしているかが調べ

られる。 

 

〔第 21条関係〕 

 ①掘削作業（安衛則第 356条、第 534条、

第 365条、第 366条、第 382条、第 384条）：

手掘りでの掘削作業の場合の法面の角度が

安衛則で定められている勾配になっている

か、明り掘削の作業場所が崩壊のおそれが

ある場合に安全な勾配としているか又は土

止め支保工を設けるなどの措置を講じてい

るか、明り掘削の作業に使用するトラック

などが労働者に接触しないよう又は転落し

ないよう誘導者を配置しているか、明り掘

削作業者に保護帽を被らせているか、ずい

道掘削作業で肌落ちの危険がある場合に点

検を行わせているか、浮石を落とすなどの

措置を講じているかなどが調べられる。 

 ②荷役作業（安衛則第 432条、第 452条）：

はいが傾いている場合にロープや杭などで

崩壊防止措置を行っているか、港湾におい

て揚貨装置で荷を吊り上げる作業等をする

ときに労働者の甲板上の通行を禁止してい

るかなどが調べられる。 

 ③伐木作業（安衛則第 477条、第 478条、

第 479 条）：伐木作業をするときに退避場

所を選定しているか、かかり木があるとき

はかかり木を処理しているか、伐木作業を

行うとき合図を定めて伐倒しているかなど

が調べられる。 

 ④建築物の組立等の作業（安衛則第 517

条の 16）：コンクリート構造物の解体作業

の際に、作業計画を立てているか、関係者

以外立入禁止措置を講じているか、引き倒

しの際に合図を定めているかなどが調べら

れる。 

 ⑤墜落危険場所（安衛則第 518条、第 519

条 25、第 521条、第 533条、第 524条、第

526条、第 527条、第 528条）：高さ 2ｍ以

上の箇所で作業する箇所に作業床を設置し
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ているか、また手すりが設置されているか、

手すりが設置できない場合親綱を張ってハ

ーネスを使用させているか、煮沸槽・ホッ

パーなどの周りに手すりがあるか、スレー

ト屋根上での作業時に歩み板を敷いている

か、高さ 1.5ｍ以上の箇所への昇降設備が

あるか、梯子を使用して作業するとき滑り

止め装置を使用するか他の作業者が保持を

するなどの転移防止措置を講じているか、

脚立の角度が 75 度になっているか、破損し

ていないか（ガタが来ていないか、水平に

なるか）、開き止めがあるかなどが調べら

れる。 

 ⑥飛来・落下危険場所（安衛則第 539条、

第 536条、第 537 条、第 538 条、第 564条）：

建築現場で保護帽を被っているか、物を投

下するとき投下設備を使用するか監視人を

置いているか、物が落ちてくる危険や飛ん

でくる危険があるときは防網の設置や、飛

来防止の設備、保護帽の使用、立入禁止な

どの措置を講じているか、足場の組立て解

体時に関係労働者以外立入禁止の措置を講

じているかなどが調べられる。 

 ⑦土砂崩壊危険場所（安衛則第 534条）：

地山の掘削作業において、すかし掘り（狸

掘り）をしていないか、安全な勾配か、落

下の危険がある土石を取り除いているかな

どが調べられる。 

 ⑧土石流の危険がある場所（安衛則第

575 条の 14）：土石流発生の警報装置が設

置されているかが調べられる。もっとも、

送検事案の多くはいわゆる「弔い送検」と

いって、死傷者が発生してはじめて法違反

への制裁がなされる場合が多く、事故発生

前の事前送検はほとんど見受けられないこ

とに留意すべきである。 

 

 ６ 関係判例 
本条および関係政省令の理解に有為と思

われる判例は少なからず見受けられるが、

一例として以下のものが挙げられる。 

  ６．１ 刑事事件 
１、大泉（伊藤ビル新築工事現場）事件（仙

台高判昭 40・6・28下刑集 7巻 6号 1206頁） 

 ビル建設工事などを請負う被告人会社に

てＩビル新築工事現場（本件現場）の現場

主任として勤務していた被告人Ｘは、本件

現場において同社の従業員Ａが被覆されず

に露出していた高圧電線に接触した結果感

電死した事故（昭和 38年 9月発生）につき、

労働基準法第 42条（当時）および旧安衛則

第 127 条の 8（※架空電線や電気機械器具

の充電電路に近接する場所で所定の作業に

従事する労働者が、電路に接触・接近する

ことにより感電の危害を生ずるおそれがあ

るときは、電路の移設、囲いの設置、絶縁

用防護具の装着など所定の措置を講じる義

務を使用者に課した規定）等の違反に問わ

れた。Ｘは、電力会社及びその下請会社に

電線からの危害防止措置を再三にわたり依

頼し要求していたがゆえに、法令所定の措

置を講じていたと主張した。判決は、Ｘを

本件工事現場において安全管理について被

告人会社のために行為する者、すなわち労

働基準法上の使用者であると認定した上で、

以下のように判示した。 

「労働基準法四二条に規定する『危害を

防止するために、必要な措置を講じなけれ

ばならない』というのは、現実にその措置

を講ずることが必要とされるのであつて、

単にその措置を講ずるために努力したとい

うだけでは足りるものではなく、たとえそ
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ているか、また手すりが設置されているか、

手すりが設置できない場合親綱を張ってハ

ーネスを使用させているか、煮沸槽・ホッ

パーなどの周りに手すりがあるか、スレー

ト屋根上での作業時に歩み板を敷いている

か、高さ 1.5ｍ以上の箇所への昇降設備が

あるか、梯子を使用して作業するとき滑り

止め装置を使用するか他の作業者が保持を

するなどの転移防止措置を講じているか、

脚立の角度が 75度になっているか、破損し

ていないか（ガタが来ていないか、水平に

なるか）、開き止めがあるかなどが調べら

れる。 

 ⑥飛来・落下危険場所（安衛則第 539条、

第 536条、第 537条、第 538条、第 564条）：

建築現場で保護帽を被っているか、物を投

下するとき投下設備を使用するか監視人を

置いているか、物が落ちてくる危険や飛ん

でくる危険があるときは防網の設置や、飛

来防止の設備、保護帽の使用、立入禁止な

どの措置を講じているか、足場の組立て解

体時に関係労働者以外立入禁止の措置を講

じているかなどが調べられる。 

 ⑦土砂崩壊危険場所（安衛則第 534条）：

地山の掘削作業において、すかし掘り（狸

掘り）をしていないか、安全な勾配か、落

下の危険がある土石を取り除いているかな

どが調べられる。 

 ⑧土石流の危険がある場所（安衛則第

575条の 14）：土石流発生の警報装置が設

置されているかが調べられる。もっとも、

送検事案の多くはいわゆる「弔い送検」と

いって、死傷者が発生してはじめて法違反

への制裁がなされる場合が多く、事故発生

前の事前送検はほとんど見受けられないこ

とに留意すべきである。 

 

 ６ 関係判例 
本条および関係政省令の理解に有為と思

われる判例は少なからず見受けられるが、

一例として以下のものが挙げられる。 

  ６．１ 刑事事件 
１、大泉（伊藤ビル新築工事現場）事件（仙

台高判昭 40・6・28 下刑集 7巻 6号 1206頁） 

 ビル建設工事などを請負う被告人会社に

てＩビル新築工事現場（本件現場）の現場

主任として勤務していた被告人Ｘは、本件

現場において同社の従業員Ａが被覆されず

に露出していた高圧電線に接触した結果感

電死した事故（昭和 38年 9月発生）につき、

労働基準法第 42 条（当時）および旧安衛則

第 127 条の 8（※架空電線や電気機械器具

の充電電路に近接する場所で所定の作業に

従事する労働者が、電路に接触・接近する

ことにより感電の危害を生ずるおそれがあ

るときは、電路の移設、囲いの設置、絶縁

用防護具の装着など所定の措置を講じる義

務を使用者に課した規定）等の違反に問わ

れた。Ｘは、電力会社及びその下請会社に

電線からの危害防止措置を再三にわたり依

頼し要求していたがゆえに、法令所定の措

置を講じていたと主張した。判決は、Ｘを

本件工事現場において安全管理について被

告人会社のために行為する者、すなわち労

働基準法上の使用者であると認定した上で、

以下のように判示した。 

「労働基準法四二条に規定する『危害を

防止するために、必要な措置を講じなけれ

ばならない』というのは、現実にその措置

を講ずることが必要とされるのであつて、

単にその措置を講ずるために努力したとい

うだけでは足りるものではなく、たとえそ
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の措置を講ずるには自らの手ではできず他

の者の専権に属するような場合であつても、

その者にその措置を講ずべきことを依頼し

たのみでは、やはり同条の危害を防止する

ために必要な措置を講じたとはいえないの

である。いやしくも現実にその措置を講じ

ないかぎり、当該危害を受けるおそれある

場所で労働者を就労させることは許されな

いのである。」 

２、加藤（家屋建築請負業）事件（最三小

決昭 47・6・6刑集 26巻 5号 333 頁） 

 家屋建築請負業を営む被告人Ｘは、昭和

44年 2月にＡ社工場の増築工事を請け負っ

た際に、同社工場の織機動力用シャフトに

配下の労働者らが作業中接触する危険があ

るにもかかわらず、これに囲いや覆い等を

設置しなかったとして、労働基準法第 42条

（当時）および旧安衛則第 63条第 1項（※

床面から 1.8ｍ以内の動力伝導装置の車軸

で接触の危険があるものに囲い・覆いなど

の設置を使用者に義務付けた規定）等の違

反に問われた。Ｘは、同シャフトはＡ社所

有の設備であるところ、労働基準法上の使

用者は「当該設備を自己の使用する労働者

に生産器具として使用せしめる者に限定さ

れ」、旧安衛則第 63条の義務者は「当該機

械をその使用する労働者にその作業の際に

使用せしめる使用者」に限定されるため、

これら規定はＸには適用されないと主張し

た。これに対し、判決は以下のように判示

した。 

「労働基準法四二条（等）により使用者

が講ずべき危害防止措置の対象たる当該動

力伝導装置等は、当該労働者が作業上接触

する危険があるかぎり、その労働者の使用

者が所有または管理するものにかぎられる

ものではなく、また、その労働者をしてそ

の作業場において直接これを取り扱わせる

ものであると否とを問わないものと解する

のを相当とする。」 

３、Ｘ社事件（東京高判平 28・11・8 高等

裁判所刑事裁判速報集（平 28）号 151頁） 

 自動車用部品等の加工、組立、販売等を

営む被告Ｘ社は、平成 23年 4月、同社工場

において労働者らにダイカストマシンを使

用してアルミダイカスト製品の成形加工等

を行わせるに当たり、同機械には両手操作

式の安全装置が取り付けられていたものの、

全自動運転の際には同装置が作動せず、労

働者の身体の一部が挟まれるおそれがあっ

たのであるから、安全扉（閉じなければ機

械が作動しない構造の戸）を取り付けるな

どして安全措置を講じなければならないの

に、かかる措置を講じないまま労働者らに

上記作業を行わせたとして、安衛法第 20条

及び安衛則第 147条の違反に問われた。 

 安衛則第 147 条は「射出成形機、鋳型造

形機、型打ち機等・・・に労働者が身体の

一部を挟まれるおそれのあるときは、戸、

両手操作式による起動装置その他の安全装

置を設け」る義務を事業者に課し（第１項）、

第１項における「戸」は「閉じなければ機

械が作動しない構造のものでなければなら

ない」とされている（第２項）。Ｘ社は上

記機械の全自動運転中にはバリ取り等の作

業を行わないよう指導し、そのような作業

実態もなかったがゆえに、労働者が身体の

一部を挟まれる具体的なおそれがあったと

は言えないと主張した。判決は、以下のよ

うに判示した。 

安衛則第 147 条第 1 項にいう「『労働者

が身体の一部を挟まれるおそれのあると
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き』とは、同規則の趣旨及び文言等からす

れば、労働者が、作業の過程において、射

出成形機等の機械の可動部に近づき、過失

の有無を問わず、その身体の一部を挟まれ

るおそれのある場合をいう・・・。すなわ

ち、規則 147 条は、作業中の労働者が当該

機械の可動部に近づく場合を想定し、その

際に安全装置を設けることにより、労働者

が身体の一部を挟まれるという労働災害を

防止しようという趣旨から設けられた規定

である。そうすると、労働者が作業中に本

件機械の金型の可動部に・・・何らかの事

情により近づくことが想定される場合には、

労働者の過失の有無を問わず、労働者の身

体の安全を図ろうという趣旨のものであ

る。」Ｘ社は上記機械に安全扉を設置せず、

また上記両手操作式による安全装置は、安

全装置としての機能を有していないため、

安衛則第 147 条所定の安全装置を設けたこ

とにはならないとして、Ｘ社の同条違反を

認めた。 

  ６．２ 民事事件 
４、北土建設・前田道路事件（札幌地判昭

59・2・28労判 433号 64頁） 

 労務者提供を業とするＡ社に雇用された

Ｘは、Ｙ１（北土建設）が札幌市から請負

い、その一部をＹ２（前田道路）に下請け

に出して行っていた（Ｙ２はさらにＡ社に

再下請に出していた）水道管敷設工事（本

件工事）において、Ｙ１・Ｙ２の従業員の

指揮監督を受けながら就労していたところ、

昭和 53年 9月、Ａ社が運転手付で庸車した

ショベルローダ（本件重機）の一部がＸの

腰部に衝突した（本件事故）。この結果、

Ｘは腰椎挫傷の傷害を受け、歩行困難など

の後遺症が残った。Ｘは、Ｙ１・Ｙ２を相

手取り、Ｘと両社には直接の雇用契約関係

はないものの支配従属関係に立っていたゆ

えに、両社はＸに対し安全配慮義務違反の

責任を負うと主張して損害賠償等の支払を

求めた。 

 Ｘらは本件事故前の作業に取り掛かる際、

Ｙ１従業員から本件重機の回転半径内に入

らないよう注意を受けたほかは、Ｙ１・Ｙ

２およびＡ社から何らの安全教育も受けな

かった。また、ＸらＡ社の者は本件事故の

前後を通じて重機運転者に対する合図者を

固定していたことはなく、Ｘら作業員らの

中から適宜手のすいた者が合図者となって、

思い思いの方法で合図をしていた。そして、

合図者となった場合でもそれと分かる腕章

や旗を持っていたわけではなく、合図の方

法も決められていなかった。さらに、合図

者が交替してもそのことが運転者に伝えら

れることはなかった。 

 判決は以下のように判示した。 

安衛則第二編第一章の二第一節、第二章

第一節等の規定に照らすと、「重機の運転

者に対する信号者を予め決め、そのなすべ

き一定の合図を決定し、運転者へ周知徹底

し、運転者に対し、作業内容並びに指揮の

系統を通知し、運転者をして信号者の合図

を確認して運転させること」が被告らの安

全配慮義務の具体的内容の一部となるとし

たうえで、「被告両名が右の安全配慮義務

を懈怠していたことは、前示のＸらの作業

方法、本件事故発生の態様等に照らして明

らかである」と判断。 

５、エム・テックほか事件（高松高判平 21・

9・15労判 993号 36頁） 

Ｘは平成 14年 11月、高松市内の地上約

8ｍの工事現場（本件現場）にて、足場上で
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き』とは、同規則の趣旨及び文言等からす

れば、労働者が、作業の過程において、射

出成形機等の機械の可動部に近づき、過失

の有無を問わず、その身体の一部を挟まれ

るおそれのある場合をいう・・・。すなわ

ち、規則 147 条は、作業中の労働者が当該

機械の可動部に近づく場合を想定し、その

際に安全装置を設けることにより、労働者

が身体の一部を挟まれるという労働災害を

防止しようという趣旨から設けられた規定

である。そうすると、労働者が作業中に本

件機械の金型の可動部に・・・何らかの事

情により近づくことが想定される場合には、

労働者の過失の有無を問わず、労働者の身

体の安全を図ろうという趣旨のものであ

る。」Ｘ社は上記機械に安全扉を設置せず、

また上記両手操作式による安全装置は、安

全装置としての機能を有していないため、

安衛則第 147 条所定の安全装置を設けたこ

とにはならないとして、Ｘ社の同条違反を

認めた。 

  ６．２ 民事事件 
４、北土建設・前田道路事件（札幌地判昭

59・2・28労判 433号 64頁） 

 労務者提供を業とするＡ社に雇用された

Ｘは、Ｙ１（北土建設）が札幌市から請負

い、その一部をＹ２（前田道路）に下請け

に出して行っていた（Ｙ２はさらにＡ社に

再下請に出していた）水道管敷設工事（本

件工事）において、Ｙ１・Ｙ２の従業員の

指揮監督を受けながら就労していたところ、

昭和 53年 9月、Ａ社が運転手付で庸車した

ショベルローダ（本件重機）の一部がＸの

腰部に衝突した（本件事故）。この結果、

Ｘは腰椎挫傷の傷害を受け、歩行困難など

の後遺症が残った。Ｘは、Ｙ１・Ｙ２を相

手取り、Ｘと両社には直接の雇用契約関係

はないものの支配従属関係に立っていたゆ

えに、両社はＸに対し安全配慮義務違反の

責任を負うと主張して損害賠償等の支払を

求めた。 

 Ｘらは本件事故前の作業に取り掛かる際、

Ｙ１従業員から本件重機の回転半径内に入

らないよう注意を受けたほかは、Ｙ１・Ｙ

２およびＡ社から何らの安全教育も受けな

かった。また、ＸらＡ社の者は本件事故の

前後を通じて重機運転者に対する合図者を

固定していたことはなく、Ｘら作業員らの

中から適宜手のすいた者が合図者となって、

思い思いの方法で合図をしていた。そして、

合図者となった場合でもそれと分かる腕章

や旗を持っていたわけではなく、合図の方

法も決められていなかった。さらに、合図

者が交替してもそのことが運転者に伝えら

れることはなかった。 

 判決は以下のように判示した。 

安衛則第二編第一章の二第一節、第二章

第一節等の規定に照らすと、「重機の運転

者に対する信号者を予め決め、そのなすべ

き一定の合図を決定し、運転者へ周知徹底

し、運転者に対し、作業内容並びに指揮の

系統を通知し、運転者をして信号者の合図

を確認して運転させること」が被告らの安

全配慮義務の具体的内容の一部となるとし

たうえで、「被告両名が右の安全配慮義務

を懈怠していたことは、前示のＸらの作業

方法、本件事故発生の態様等に照らして明

らかである」と判断。 

５、エム・テックほか事件（高松高判平 21・

9・15労判 993号 36 頁） 

Ｘは平成 14 年 11月、高松市内の地上約

8ｍの工事現場（本件現場）にて、足場上で

分担研究報告書（原 俊之） 

 

解体された枠組支保工等の材料の荷降ろし

作業（本件作業）中、地上に転落し負傷し

た。Ｘは、Ｙ１（本件工事を受注した元請

企業）、Ｙ２（Ｙ１から本件工事を受注し

た下請企業）、Ｙ３（Ｙ２から受注した孫

請企業）およびＹ４・Ｙ５を相手取り、安

全配慮義務違反に基づく損害賠償等を請求

した。Ｘは同年 10 月にＹ５にとび職人とし

て雇用され、Ｙ４に派遣された後、Ｙ４に

よりＹ４が雇用する作業員とともにＹ３に

派遣され、本件作業に従事していた。原審

（高松地判平 20・9・22労判 993号 41頁）

はＹ１、Ｙ３、Ｙ４、Ｙ５について安全配

慮義務違反を認めつつ、本件事故当日の朝

のミーティングでＹ１担当者らから安全帯

の使用が指示され、安全帯と親綱の支給が

なされていたにもかかわらず、Ｘがこれを

使用しなかったことなどから１割の過失相

殺を認めた。Ｘ及びＹ１、Ｙ３、Ｙ４、Ｙ

５が控訴したものの、原審とほぼ同様の理

由でいずれも棄却。 

 

Ｄ．考察 
 今年度の調査から得られた示唆は以下の

通り。 

１．対象条文の趣旨・内容および沿革との

関連性 

 対象条文は、ともに使用従属関係を前提

とした事業者規制であり、安衛法の中核を

なすとともに、製造規制・流通規制とあい

まって、効果的な危害防止基準の確立を目

指す規定である。同条に定められた危害防

止基準の内容は抽象的であり、それぞれ各

号・各項において列挙された、モノ・作業

方法・場所から生じる危険を防止するよう

事業者に義務づけているに過ぎない。これ

らの具体的内容は安衛則などの政省令で明

文化されているため、対象条文の趣旨・内

容の分析は、その運用実態を含めた関係政

省令の分析と共になされる必要がある。か

かる作業を通じ、現行安衛法が設定する危

害防止基準がどのようなものであり、現場

でいかに運用されているかの具体像が明確

になると思われる。 

 安衛則は 700条に迫る膨大な数の条文に

よって構成されており（改正によって追加

された挿入条文を含めればさらなる数とな

る）、対象条文を具体化した規定は、主に

「第二編 安全基準」（第 101条～第 575

条の 16）に置かれている。ここから窺われ

る危害防止基準の共通項と傾向は、概ね以

下のように整理できる。 

①機械等のうち労働者に危害を及ぼすおそ

れのある部位・箇所につき、囲い、覆い、

運転停止などの手法によって安全化する

26。 

②機械等の点検、検査、整備などを義務づ

け、同時に使用限度の超過や誤った使用法

を禁止する 27。 

③物による接触の危険を防ぐために労働者

の身体に保護具などを装着させ、また危険

を誘発する手袋などの使用を禁止する 28。 

④立入禁止などの措置によって、危険な機

械またはその部位・箇所、危険な場所など

に労働者を不用意に接近させない 29。 

⑤合図などによって労働者に危険に対する

注意・回避を喚起し、安全かつ合理的な行

動を促進する 30。 

⑥作業主任者など責任者を選任・配置する

ことによって、指揮命令系統を整備し明確

化する 31。 

 労働災害は、危険源が労働者の心身に接
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触することによって引き起こされるとすれ

ば、必然的に、両者の接触を何らかの形で

可能なかぎり回避することが、基本的な危

害防止措置となる 32。すなわち、危険源の

発生前にこれを探知して阻止し（上記②）、

その発出の出端を挫くとともに（上記①）、

発出した危険に対処すべく労働者の身体を

守る（上記③）。また、そもそも労働者の

接近を防ぐとともに（上記④）、現場の労

働者らの意思疎通によって危険源やそれが

もたらす被害について注意を喚起し、それ

との接触や接触がもたらす被害を回避させ

るという仕組みになっている（上記⑤⑥）。

以上から指摘し得ることとして、対象条文

が現場に求める危害防止措置は、最新鋭の

技術・研究成果や高度の知見を駆使したも

のとは限らず、現場の実態や常識感覚に基

づき、労働者の目線に立って、通常求めら

れる措置に重点を置いているといえる。 

 わが国の安全衛生法制は、戦前から戦後

にかけて連続性があり、対象条文のような

危害防止措置においてその傾向は一層顕著

である。前述の工場危害予防及衛生規則に

おいても、すでに上記①～⑥と同趣旨の規

定が少なからず見受けられ、旧安衛則に発

展的に引き継がれている。対象条文が設定

する危害防止基準の中には、技術の進歩や

社会経済の変遷に左右されることなく、１

世紀近くにわたって現場の安全衛生の基礎

となってきたものが多い。 

 また、これらの危害防止基準は、ビジネ

ス（事業の効率的運営）とのバランスライ

ンの典型を示しているという意味でも参照

価値がある。安全衛生はあらゆる産業にお

いて不可欠のルールである半面、それが過

剰に及ぶと産業や社会全体が窒息しかねな

い。対象条文が安衛則によって設定した危

害防止基準は、たとえば機械等を全面的に

製造・使用禁止とするのではなく、機械と

しての稼働を許容しつつ、その危険部位の

みに着目し危害防止のための規制を施すも

のであるといえる。では、構造的に生じる

危害防止基準の過不足をどのように埋める

べきか、性能要件基準（基準は安全衛生上

の効果を定め、その実現手段は個々の事業

者に委ねる基準）を認める場合の対象範囲

はいかにあるべきか、それに関連して、次

項で示すように、「危険を及ぼすおそれ」

等の抽象的な文言（不確定法概念）をどう

解釈すべきか、中小企業等の資源の不十分

な事業が全ての危害防止基準を一気に遵守

できない場合の監督指導行政をいかに行う

べきか、等については、継続的な検討課題

とする。 

 

２．対象条文および関係政省令の文言から

うかがわれる予防志向ほか安衛法制の基本

的姿勢 

 対象条文は物、作業方法および作業場所

から生じる危害の防止措置を事業者に義務

付けるものであるところ、これらの措置は

労働災害の危険が具体化して差し迫った状

況下ではなく、それ以前の段階において早

期に講じられなければならない。このため、

安衛法および政省令においては、事業者の

危害防止措置の要件等を定めるに際して、

危険等の「おそれ」という文言が頻繁に用

いられている 33。 

 安衛則において「危険」と「おそれ」が

ワンセットで用いられている規定の概要は

以下のとおりである。 

①危険を及ぼす（を生ずる・が生ずる）「お
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触することによって引き起こされるとすれ

ば、必然的に、両者の接触を何らかの形で

可能なかぎり回避することが、基本的な危

害防止措置となる 32。すなわち、危険源の

発生前にこれを探知して阻止し（上記②）、

その発出の出端を挫くとともに（上記①）、

発出した危険に対処すべく労働者の身体を

守る（上記③）。また、そもそも労働者の

接近を防ぐとともに（上記④）、現場の労

働者らの意思疎通によって危険源やそれが

もたらす被害について注意を喚起し、それ

との接触や接触がもたらす被害を回避させ

るという仕組みになっている（上記⑤⑥）。

以上から指摘し得ることとして、対象条文

が現場に求める危害防止措置は、最新鋭の

技術・研究成果や高度の知見を駆使したも

のとは限らず、現場の実態や常識感覚に基

づき、労働者の目線に立って、通常求めら

れる措置に重点を置いているといえる。 

 わが国の安全衛生法制は、戦前から戦後

にかけて連続性があり、対象条文のような

危害防止措置においてその傾向は一層顕著

である。前述の工場危害予防及衛生規則に

おいても、すでに上記①～⑥と同趣旨の規

定が少なからず見受けられ、旧安衛則に発

展的に引き継がれている。対象条文が設定

する危害防止基準の中には、技術の進歩や

社会経済の変遷に左右されることなく、１

世紀近くにわたって現場の安全衛生の基礎

となってきたものが多い。 

 また、これらの危害防止基準は、ビジネ

ス（事業の効率的運営）とのバランスライ

ンの典型を示しているという意味でも参照

価値がある。安全衛生はあらゆる産業にお

いて不可欠のルールである半面、それが過

剰に及ぶと産業や社会全体が窒息しかねな

い。対象条文が安衛則によって設定した危

害防止基準は、たとえば機械等を全面的に

製造・使用禁止とするのではなく、機械と

しての稼働を許容しつつ、その危険部位の

みに着目し危害防止のための規制を施すも

のであるといえる。では、構造的に生じる

危害防止基準の過不足をどのように埋める

べきか、性能要件基準（基準は安全衛生上

の効果を定め、その実現手段は個々の事業

者に委ねる基準）を認める場合の対象範囲

はいかにあるべきか、それに関連して、次

項で示すように、「危険を及ぼすおそれ」

等の抽象的な文言（不確定法概念）をどう
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べきか、等については、継続的な検討課題

とする。 

 

２．対象条文および関係政省令の文言から

うかがわれる予防志向ほか安衛法制の基本

的姿勢 

 対象条文は物、作業方法および作業場所

から生じる危害の防止措置を事業者に義務

付けるものであるところ、これらの措置は

労働災害の危険が具体化して差し迫った状

況下ではなく、それ以前の段階において早

期に講じられなければならない。このため、
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危害防止措置の要件等を定めるに際して、

危険等の「おそれ」という文言が頻繁に用

いられている 33。 

 安衛則において「危険」と「おそれ」が

ワンセットで用いられている規定の概要は

以下のとおりである。 

①危険を及ぼす（を生ずる・が生ずる）「お
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それのあるとき」：第 104 条第 1 項（機械

の運転開始の際の合図）、第 479条第 2項・
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ど 
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それのあるもの」：第 109 条（巻取りロー

ル等の危険防止措置）、第 151 条の 112 第

1 項（伐木等機械による伐木作業の際の危

険防止措置）、第 341 条第 1 項第 1 号（高

圧活線作業の際の感電防止措置）など 

③危険を及ぼす「おそれのある部分」：第

101 条第 1 項（原動機等による危害の防止

措置）など 

④危険が生ずる「おそれのある場所」：第

151 条の 93（車両系木材伐出機械の転倒・

転落による危険防止措置）、第 153 条（車

両系建設機械使用の際の岩石落下等による

危険防止措置）など 

⑤危険を及ぼす（を生ずる・が生ずる）「お

それのあるところ」：第 386 条（ずい道等

建設作業における立入禁止措置）、第 481

条（造林等作業における立入禁止措置）な

ど 

⑥危険を及ぼす（を生ずる・が生ずる）「お

それのある箇所」：第 151条の 96（車両系

木材伐出機械作業における立入禁止措置）、

第 158 条第 1 項（車両系建設機械作業の際

の立入禁止措置）、第 519 条第 1 項（高所

作業における墜落防止措置）など 

⑦危険を及ぼす「おそれのない方法」：第

150 条の 2（高速回転体の回転試験の実施方

法） 

⑧危険を及ぼす「おそれのないもの」：第

122 条（木材加工用丸のこ盤の反ぱつ予防

措置） 

⑨危険を及ぼす（が生ずる）「おそれのな

いとき」：第 108 条第 1 項（機械刃部の掃

除等の際の運転停止措置）、第 407 条（掘

削面のこう配の基準）、第 342条第 1項（高

圧活線近接作業の際の感電防止措置） 

 以上の規定から明らかなように、安衛則

は状況・場合（上記①）、物の全部ないし

一部（上記②③）、場所（上記④⑤⑥）、

方法（上記⑦）ごとに想定される危険への

対処を事業者に義務づける一方で、危険の

おそれがない「とき」・「もの」という要

件を充たす場合には、事業者に課せられた

危害防止義務を例外的に免除している（上

記⑧⑨）。 

 前述のように労働災害の防止措置は、危

害が具現化する以前の「おそれ」があるに

過ぎない段階で講じられなければならない

ことに鑑みれば、対象条文の関係政省令が

かかる文言を数多く用いているのは必然と

もいえる。同時に多くの規定において、「危

険のおそれ」が意味する具体的内容につい

て通達等を通じて明確化が図られ 34、事業

者が講ずべき措置内容の輪郭を浮き彫りに

している。これはやや大仰に表現すれば、

安全衛生に関して形成された自然科学的知

見に基づく社会的コンセンサス（＝事業者

は、監督取締行政との関係では、差当りこ

こまでやっておけば大丈夫としよう、とい

う趣旨）の表明であるともいえる。また他

方で、「おそれ」という表現は事業者に課

せられた義務を緩和ないし免除するための

要件として用いられることもあり（上記⑧

⑨）、こうした姿勢の中に、安全衛生と事

業の効率的運営とのバランスを図ろうとす

る意図を看取することもできよう。 
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 安全衛生制度において危険の「おそれ」

が持つ意味についてのより詳細な内容に関

しては、今後、横断的検討課題として検討

する予定である。 

３．関係判例による対象条文の解釈  

 対象条文の趣旨は、その前身である労基

法第 42条に関するものも含め、判例の検討

を通じてより一層明確となる。上記「１．

６ 関係判例」掲載の１事件により、同条

の危害防止措置は「単にその措置を講ずる

ために努力した」ただけでは足りず、「現

実にその措置を講ずることが必要とされ

る」ことが明示され、２事件は、措置の対

象たる機械等が使用者の所有・管理下にあ

るか否かを問わず、労働者を使用する以上

は所定の措置を講じるべきことを示してい

る。これらの判旨から、危害防止基準は、

安衛法の中核であって、基本的には、字義

通りの定型的な遵守を求める趣旨であるこ

とが窺われる。 

 また、前述のように、同条の具体的内容

は安衛則などの政省令によって定められて

いるところ、安衛則には「危険を及ぼすお

それ」（第 130条の 9）、「身体の一部を

挟まれるおそれ」（第 147条第 1項）など、

「おそれ」という文言が事業者の措置義務

の要件を定める際に頻繁に用いられている。

この点３事件が「労働者が、作業の過程に

おいて、射出成形機等の機械の可動部に近

づき、過失の有無を問わず、その身体の一

部を挟まれるおそれのある場合」をいい、

「労働者の過失の有無を問わず、労働者の

身体の安全を図ろうという趣旨」であると

解している。なお、最高裁は旧安衛則第６

３条第１項にいう「接触の危険」という文

言について、接触の抽象的危険があればよ

いとした原判断（大阪高判昭 46・12・13刑

集 27巻 7号 1368 頁）を是認し、「その危

険の発生が労働者の注意力の偏倚（へんい）、

疲労その他の原因による精神的弛緩、作業

に対する不慣れ等による場合も含め、労働

者がその作業の過程で接触して危害の発生

する危険をいい、その危険が熟練した注意

深い労働者からみて異常とみられる作業方

法により、または労働者の重大な過失によ

り生じうるものであると否とを問わない」

と判示している（最三小決昭 48・7・24刑

集 27巻 7号 1357 頁）。 

安衛法の規定の多くは、行政による監

督・取締を前提としており、違反に対して

事業者らに刑事罰が科されることなどから、

公法的な性質を有するが、４事件が示す通

り、安衛則上の措置義務が事業者（使用者）

の安全配慮義務の具体的内容と化し、民事

賠償請求権を根拠づける場合が多い。また、

安衛法や安衛則には、労働者に一定の義務

を課す規定もあり、５事件は、労働者がこ

れに違反した場合、民事賠償請求事件にお

いて過失相殺を根拠づける要素として考慮

される可能性を示唆している。 

 

Ｅ．結論 
 １．以上の通り、対象条文は、労災の再

発防止策を現場目線で基準化したものであ

って、内容的にも沿革的にも安衛法の中核

であり、その源流はすでに戦前の工場法に

見いだすことができ、原理的な規定である

ため、安衛法の他の規定に比して技術や制

度の変遷から受ける影響は少なく、それに

紐付く規則は別として、条文の文言も、昭

和 47 年の制定当時からまったく変わって

いない。このため、目下のところ対象条文
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部を挟まれるおそれのある場合」をいい、

「労働者の過失の有無を問わず、労働者の

身体の安全を図ろうという趣旨」であると

解している。なお、最高裁は旧安衛則第６

３条第１項にいう「接触の危険」という文

言について、接触の抽象的危険があればよ

いとした原判断（大阪高判昭 46・12・13刑
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者がその作業の過程で接触して危害の発生
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法により、または労働者の重大な過失によ

り生じうるものであると否とを問わない」

と判示している（最三小決昭 48・7・24刑

集 27巻 7号 1357 頁）。 

安衛法の規定の多くは、行政による監

督・取締を前提としており、違反に対して

事業者らに刑事罰が科されることなどから、

公法的な性質を有するが、４事件が示す通

り、安衛則上の措置義務が事業者（使用者）

の安全配慮義務の具体的内容と化し、民事

賠償請求権を根拠づける場合が多い。また、

安衛法や安衛則には、労働者に一定の義務

を課す規定もあり、５事件は、労働者がこ

れに違反した場合、民事賠償請求事件にお

いて過失相殺を根拠づける要素として考慮

される可能性を示唆している。 

 

Ｅ．結論 
 １．以上の通り、対象条文は、労災の再

発防止策を現場目線で基準化したものであ

って、内容的にも沿革的にも安衛法の中核

であり、その源流はすでに戦前の工場法に

見いだすことができ、原理的な規定である

ため、安衛法の他の規定に比して技術や制

度の変遷から受ける影響は少なく、それに

紐付く規則は別として、条文の文言も、昭

和 47 年の制定当時からまったく変わって

いない。このため、目下のところ対象条文
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自体は別段改正を要することはなく 35、強

いて言うなら前述の通達（昭 47・9・18 基

発第 602 号）が記した幅広い危険類型（条

文の適用範囲）をあらためて条文化し、ア

ナウンス効果を図る方途を検討する価値は

あるかもしれない。 

 今後改正の可能性があるのは、対象条文

を具体化する安衛則の関連規定である。「安

全衛生規則は成長する規則である」と言わ

れ、技術の進歩、災害・疾病の発生状況そ

の他産業労働の場における諸般の事情の変

化を背景として不断の進化を遂げていくも

のであるが 36、その際には労働者の安全確

保を図ることを主眼としつつ、同時に産業

の発展や事業の効率的運営とのバランスの

とれた調整という視点を軽視してはならな

い 37。 

 ２．安衛法は言うまでもなく労働災害の

予防を主たる目的とし、対象条文が定める

危害防止基準もその目的達成のために設定

されてきた。事業者らに対して、危害が顕

在化し急迫した状況下にかぎらず、その「お

それ」がうかがわれる段階で一定の措置を

講じる義務を求める諸規定のあり方は、労

働災害を芽のうちに摘んでしまおうという

基本的姿勢のあらわれに他ならない。しか

し、Ｃ．６「関係判例」に引用した各事例

のように、災害事故によって死傷者が発生

した際の事後処理的な適用も今なお少なか

らず見受けられ、対象条文が一層の予防効

果をあげるためには、他の規定との効果的

な連携が不可欠であることを示唆している。

しかし、Ｃ．５「適用の実際」において触

れた「弔い送検」という言葉に象徴される

ように、またＣ．６「関係判例」に引用し

た判例からも明らかなとおり、対象条文が

適用されるのは、すでに災害事故によって

死傷者が発生した後であることが多い。つ

まり、対象条文本来の趣旨である労災の未

然防止を実現するには、危害防止基準自体

の過不足を最小化すると共に、他の規定と

の効果的な連携が不可欠となる。 

本研究費による研究統括者の先行研究は、

現行安衛法が示唆する予防政策のエッセン

スを以下の 8 項目に整理しているが 38、危

害防止基準の本来的な趣旨の実現を促進す

るための補充手段としても有効と思われる。

特に、「一次的に事業者責任を原則としつ

つ、二次的に労働者自身にも責任を負わせ

る」、「国などによる・・・計画設定、高

権的作用と支援的作用、基礎・応用にわた

る安全衛生研究とその成果の普及促進」、

「経営工学的知見を踏まえた人的措置」、

「事業場ごとに適任者を選任し、専門家の

支援を受けつつ、自主的なＲＡを実施」な

どといった、制度的・人的措置による補強

に比重を置く方向での安衛法令の改正や解

釈を今一度検討することが肝要となろう。 

 

①リスク創出者管理責任負担原則を志向

すべき、 

②国などによる重点傾斜的な計画設定、

高権的作用と支援的作用、基礎・応用に

わたる安全衛生研究とその成果の普及促

進を図るべき、 

③物的措置のほか、経営工学的知見を踏

まえた人的措置を重視すべき、 

④不確実性が高いリスクには、事業場ご

とに適任者を選任し、専門家の支援を受

けつつ、自主的なＲＡを実施させるべき、 

⑤予防政策は 1 次予防から 3 次予防まで

包括的に形成せねばならず、リスク管理
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では高いリスクを優先し、先ずは根本的

で集団的な対策を行い、残留リスクにつ

て、個別的・技術的な対策を計画的・体

系的・継続的に講じるべき、 

⑥労働者の高齢化、疲労・ストレスによ

る健康障害の一般化などの日本的文脈を

前提に、たとえ比較法制度的にパターな

りスティックな面があっても、職域でで

きる健康の保持増進対策は積極的に推進

すべき、 

⑦不確実性の高いリスク対策は、法文上

は積極的・開発的な課題として理想的目

標を規定し、ガイドラインで詳細が規定

されることが多いので、民事過失責任法

上、事案の個別事情に応じて参酌すべき、 

⑧ハラスメントのような心理社会的危険

源を典型として、リスク要因は、社会科

学的にも認識すべき。 

 

 

Ｆ．研究発表 
1．論文発表 

 なし。 
 
2．学会発表 

 なし。 
 
Ｇ．知的所有権の取得状況 

1．特許取得 
 該当せず。 
 

2．実用新案登録 
 該当せず。 
 

3．その他 
 該当せず。 
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置を講じさせることが、労働災害防止の基

本であることはいうまでもないところであ

る」と指摘する。「労働安全衛生法の施行

について」(昭和 47年 9月 18日発基第 91

号) 第三・四・(一)・イ参照。 
4 岡實『改訂増補工場法論 全（復刻版）』

（有斐閣、1985 年（昭和 60年））。 
5 職場の安全サイト（ 最終閲覧日：2020

年 1月 8日）参照。 
6 労務行政研究所編『労働安全衛生法－労

働法コンメンタール 10』（労務行政、2017

年（平成 29年））311頁に基づく。 
7 詳細は畠中信夫『労働安全衛生法のはな

し〔中災防ブックス第 1版〕』（中央労働

災害防止協会、2019 年（令和元年））178

頁参照。 
8 畠中前掲書（2019年（令和元年））177

頁。 
9 大泉（伊藤ビル新築工場現場）事件（仙

台高判昭40・6・28下刑集7巻6号1206頁）。 
10 安衛法は労働者の「安全」確保を目的の

一つとしているところ（第 1条）、安全の

反対概念は災害・事故ではなく「危険」で

あり、対象条文はまさに「危険を防止する

ため必要な措置」を事業者に義務づけてい

るわけである。 
11 労働省『労働行政史〔第 1巻〕』（労働

法令協会、1961 年（昭和 36 年））239 頁。 
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では高いリスクを優先し、先ずは根本的

で集団的な対策を行い、残留リスクにつ

て、個別的・技術的な対策を計画的・体

系的・継続的に講じるべき、 

⑥労働者の高齢化、疲労・ストレスによ

る健康障害の一般化などの日本的文脈を

前提に、たとえ比較法制度的にパターな

りスティックな面があっても、職域でで

きる健康の保持増進対策は積極的に推進

すべき、 

⑦不確実性の高いリスク対策は、法文上

は積極的・開発的な課題として理想的目

標を規定し、ガイドラインで詳細が規定

されることが多いので、民事過失責任法

上、事案の個別事情に応じて参酌すべき、 

⑧ハラスメントのような心理社会的危険

源を典型として、リスク要因は、社会科

学的にも認識すべき。 

 

 

Ｆ．研究発表 
1．論文発表 

 なし。 
 
2．学会発表 

 なし。 
 
Ｇ．知的所有権の取得状況 

1．特許取得 
 該当せず。 
 

2．実用新案登録 
 該当せず。 
 

3．その他 
 該当せず。 
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頁。 
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危険防止のため、安衛則以外にボイラー及

び圧力容器安全規則（昭和 47年労働省令第

33号）、クレーン等安全規則（昭和 47年

労働省令第 34号）、ゴンドラ安全規則（昭

和 47年 09月 30 日労働省令第 35 号）等、

それぞれの機械、器具、設備等の特質に合

わせた詳細な規則が制定・施行されている。 
16中央労働災害防止協会編『日本の安全衛生

運動・五十年の回顧と展望』（中央労働災

害防止協会、1971年（昭和 46年））81頁 
17労働組合期成会「工場法案に対する意見

書」（1908 年（明治 41年））1～2頁。 
18 最も多い違反は安衛法第 100条（安衛則

第 97条）の労働者死傷病報告で、34件に

のぼる。しかし、安衛則の当該条文の根拠

となる安衛法の条文をみると、対象条文た

る第 20条および第 21条違反の合計が圧倒

的に多い。 
19 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukij

un/kantoku01/dl/31-r01.pdf 最終閲覧

日：2022年 2月 1日 
20 本プロジェクトの研究協力者であり労働

基準監督官経験者である玉泉孝次氏（近畿

労務安全衛生研究所所長）および藤森和幸

氏（東京安全衛生教育センター）に対し、

2021年 11月 13日に筆者が実施したインタ

ビューおよび両氏作成の資料のほか、本プ

ロジェクトにおいて実施された行政官（ま

たは OB）向けの調査結果（以下、「調査結

果」とする）に基づくものである。 
21 調査結果では、洗濯したタオルを乾燥後

にほぐす機械（シェイカー）にて目詰まり

が発生したため、解消作業に行ったが戻っ

てこないので同僚が見に行ったところ、同

シェイカー内で倒れていたという事例が報

告されている。同事例では、単独作業であ

ったことから現認者がおらず、労働安全衛

生規則第 107 条に定める「機械の給油、検

査または調整の作業」の特定ができず、法

 

違反を特定できないという意見がある一方、

実態として機械（シェイカー）が動いてい

る時に機械を止めていれば災害は発生しな

かったのだから、法違反を認めるべきとの

意見があった。 
22 動力プレス機械の具体的なイメージにつ

いては、「工作機械のイロハ」

（https://www.kousakukikai.tech/presse

s/ 最終閲覧日：2022年 12月 17日）参照。 
23 射出成形機の具体的なイメージについて

は、「工作機械のイロハ」

（https://www.kousakukikai.tech/inject

ion-molding-machine/ 最終閲覧日：2022

年 12月 17日）参照。 
24 調査結果では、元監督官より以下のよう

な意見が寄せられている。「射出成形機等

による危険の防止に関する条文であるが、

コンクリートブロック成型機について適用

し、送検したことがある。コンクリートブ

ロック成型機が射出成型機等に含まれるか

否かが、検察官の懸念するところであった。

安衛法施工時の解釈通達に、射出成型機等

の範囲を示したものがあり、およそ、動力

によって加工用の装置を往復させて加圧、

打抜きなどするものでプレスに該当しない

もの全てが該当するとしている。あまりに

も範囲を広げていて、事業者において本条

文の適用は範囲を想定しにくくなってい

る。」 
25 調査結果では、倉庫内で移動はしごを使

用して、高さ約 3メートルの場所に置かれ

た段ボール箱を下そうとした際に、移動は

しごから墜落した事例が報告されている。

同事例では、状況を勘案した結果移動はし

ごから墜落したと判断したものの、単独作

業であったことから、被災者がどの高さか

ら墜落したのか不明であり、第 518条及び

第 519条の適用は見送られたとされる。 
26 囲いや覆い等の設置義務については、回

転部分のように機械それ自体が及ぼす危険

のほか、加工物、切削屑、荷物など機械以

外の物体の飛来や落下による危険を防止す

るために課せられるものがある。前者の例

として、機械の原動機、回転軸、歯車など

（安衛則第 101条第 1項）、機械のストロ

ーク端（第 108条の 2）（厚生労働省 Web

サイト
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（https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouk

ijun/dl/pamphlet_0415.pdf）参照）、巻取

りロール・コイル巻等（第 109条）、帯の

こ盤の歯の切断に必要な部分以外の部分

（第 114条）、丸のこ盤（第 115 条、「歯

の接触予防装置」の設置義務）、研削砥石

（第 117条）、バフ盤のバフ研磨に必要な

部分以外の部分（第 121条）、木材加工用

帯のこ盤の歯の切断に必要な部分以外の部

分及びのこ車（第 124 条）、食品加工用切

断機又は食品加工用切削機の刃の切断又は

切削に必要な部分以外の部分（第 130条の

2）、食品加工用ロール機の労働者に危険を

及ぼすおそれのある部分（第 130 条の 8）、

食品加工用成形機又は食品加工用圧縮機

（第 130条の 9）、伸線機の引抜きブロツ

ク又はより線機のケージ（第 146 条）など

に覆いなどを設置しなければならないとさ

れている（もっとも、第 101 条第 1項の「労

働者に危険を及ぼすおそれのある部分」、

また第 146条の「労働者に危険を及ぼすお

それのあるもの」といったように、留保条

件が付される規定もある）。後者には、加

工物等の切断・欠損による飛来（第 105条

第 1項）、切削屑の飛来による危険を防止

するための覆い・囲いの設置を（第 106条

第 1項）、コンベヤーからの荷の落下を防

止する措置として覆い・囲いの設置を（第

151 条の 79）、それぞれ義務付ける規定が

ある。遠心機械にふたの設置を義務付ける

第 138条も同趣旨といえよう。また、総則

的な規定として、安衛則第 28条が「事業者

は、法及びこれに基づく命令により設けた

安全装置、覆い、囲い等（以下「安全装置

等」という。）が有効な状態で使用される

ようそれらの点検及び整備を行なわなけれ

ばならない。」と定めるとともに、第 29条

は労働者に安全装置等の取扱いや事業者へ

の報告義務を課している。 

 運転停止措置については、機械等の掃除、

検査、修理などの際にこれを義務付けるも

ののほか（第 107 条、第 108条）、食品加

工用切断機等に原材料を送給し又は取り出

す場合（第 130条の 3、第 130条の 4）、粉

砕機等に内容物を送給し又は取り出す場合

（第 130条の 6、第 130条の 7）、遠心機械

から内容物を取り出す場合（第 139条）、

 

粉砕機又は混合機から内容物を取り出す場

合（第 143条）などにかかる措置を事業者

に義務付けている。 
27  安衛則は事業者に対し、木材加工用機

械作業主任者（第 130条）、プレス機械作

業主任者（第 134条）、林業架線作業主任

者（第 151条の 127）等に安全装置や器具・

工具等の点検を行わせる義務を課している。 

また、プレス等を用いて作業を行うときに

は「その日の作業を開始する前に」、クラ

ツチ及びブレーキの機能を含めた 6項目に

わたる事項につき点検を行う義務を事業者

に課し（第 136条）、異常を認めたときは、

補修その他の必要な措置を講じる義務を課

す（第 137条）。このような点検義務と対

処義務のセットは、産業用ロボット（第 151

条）、フォークリフト（第 151条の 25及び

第 151条の 26）、シヨベルローダー等（第

151条の 34及び第 151条の 35）、ストラド

ルキヤリヤー（コンテナターミナルをはじ

めとする港湾や貨物の積み替え拠点におい

て、輸送コンテナを移動させたり積み上げ

たりするために用いられる特殊自動車。後

掲の画像参照）（第 151条の 41及び第 151

条の 42）、不整地運搬車（第 151条の 57

及び第 151条の 58）及びその荷掛けに使用

する繊維ロープ（第 151条の 47）、構内運

搬車（第 151条の 63及び第 151条の 64）、

貨物自動車（第 151条の 75及び第 151条の

76）及びその荷掛けに使用する繊維ロープ

（第 151条の 69）、コンベヤー（第 151条

の 82及び第 151条の 83）、車両系木材伐

出機械（第 151条の 110及び第 151条の 111）、

走行集材機械作業に用いるスリング等（第

151条の 116）、架線集材機械作業に用いる

スリング（第 151条の 122）、林業架線作

業（第 151条の 146）、簡易林業架線作業

（第 151条の 171）、車両系建設機械（第

170条及び第 171条）などにも見受けられ

る。 

 研削といしの最高使用周速度を超えた使

用（第 119条）、遠心機械の最高使用回転

数を超えた使用（第 140条）などが禁止さ

れているほか、第 116条は「運転中の立旋

盤、プレーナー等のテーブルには、労働者

を乗せてはならない」とする事業者の義務

を定めるとともに（第 1項）、労働者にも
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処義務のセットは、産業用ロボット（第 151

条）、フォークリフト（第 151条の 25及び

第 151条の 26）、シヨベルローダー等（第

151条の 34 及び第 151条の 35）、ストラド

ルキヤリヤー（コンテナターミナルをはじ

めとする港湾や貨物の積み替え拠点におい

て、輸送コンテナを移動させたり積み上げ

たりするために用いられる特殊自動車。後

掲の画像参照）（第 151条の 41 及び第 151

条の 42）、不整地運搬車（第 151 条の 57

及び第 151条の 58）及びその荷掛けに使用

する繊維ロープ（第 151条の 47）、構内運

搬車（第 151 条の 63及び第 151条の 64）、

貨物自動車（第 151 条の 75 及び第 151条の

76）及びその荷掛けに使用する繊維ロープ

（第 151条の 69）、コンベヤー（第 151条

の 82及び第 151 条の 83）、車両系木材伐

出機械（第 151条の 110及び第 151条の 111）、

走行集材機械作業に用いるスリング等（第

151条の 116）、架線集材機械作業に用いる

スリング（第 151 条の 122）、林業架線作

業（第 151条の 146）、簡易林業架線作業

（第 151条の 171）、車両系建設機械（第

170条及び第 171 条）などにも見受けられ

る。 

 研削といしの最高使用周速度を超えた使

用（第 119条）、遠心機械の最高使用回転

数を超えた使用（第 140条）などが禁止さ

れているほか、第 116 条は「運転中の立旋

盤、プレーナー等のテーブルには、労働者

を乗せてはならない」とする事業者の義務

を定めるとともに（第 1項）、労働者にも
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同行為を禁止する（第 2項）。また、車両

系荷役運搬機械等（第 151 条の 14）、車両

系木材伐出機械（第 151条の 103）、車両

系建設機械（第 164条）、高所作業車（第

194 条の 17）などは、「主たる用途以外の

用途に使用してはならない」とされている。 
28 溶鉱炉等で火傷等の危険を防止するため

（第 255条）、アーク溶接のアーク等を発

散して危険のおそれのある場所などについ

て（第 325条）、保護具を備える事業者の

義務が定められているほか、腐食性液体を

圧送する作業に従事する労働者（第 327条）、

高圧活線作業に従事する労働者（第 341条）、

低圧活線作業に従事する労働者（第 346条）

などに保護具を着用させる義務が課されて

いる。これらの場合のほとんどすべてにお

いて、労働者にもその着用義務が定められ

ている。アセチレン溶接作業、ガス集合溶

接作業に従事する労働者に、保護眼鏡及び

保護手袋を着用させる義務を課す規定もあ

る（第 312条、第 313条）。また、覆いや

囲いを設けることが作業の性質上困難な場

合に、保護具の着用が安全のための代替手

段と位置付けられる場合もある（第 105条、

第 106条など）。 

 逆に、「回転する刃物に作業中の労働者

の手が巻き込まれるおそれのあるときは、

当該労働者に手袋を使用させてはならな

い。」とする規定もあり（第 111条第 1項）、

これにより労働者も手袋の使用を禁止され

る（同 2項）。 
29 自動送材車式帯のこ盤の送材車と歯との

間（第 128条）、車両系荷役運搬機械等に

つきそのフオーク、シヨベル、アーム等又

はこれらにより支持されている荷の下（第

151 条の 9）、車両系木材伐出機械作業につ

き物体の飛来等により労働者に危険が生ず

るおそれのある箇所（第 151条の 96）、林

業架線作業における所定の場所（第 151条

の 142）、簡易林業架線作業における所定

の場所（第 151条の 166）、解体用機械作

業における物体の飛来等により労働者に危

険が生ずるおそれのある箇所（第 171条の

6）、運転中のくい打機、くい抜機又はボー

リングマシンの巻上げ用ワイヤロープの屈

曲部の内側（第 187条）、建設工事におけ

るジャッキ式つり上げ機械を用いた作業の

 

区域内（第 194条の 6）、火災又は爆発の

危険がある場所（第 288条）、明り掘削の

作業における地山の崩壊又は土石の落下に

より労働者に危険を及ぼすおそれのあると

き（第 361条）、などにおいて事業者は労

働者を立ち入らせてはならないとされてい

る。 
30 安衛則上の合図に関する規定は多くの場

合、１）一定の合図の内容を定め、２）合

図を行う者を定め、３）その合図を使用さ

せる義務を事業者に課すとともに、４）労

働者（運転者）の合図に従う義務を定めて

いる。機械の運転を開始する場合（第 104

条）、車両系荷役運搬機械等について誘導

者を置くとき（第 151条の 8）、車両系木

材伐出機械について誘導者を置くとき（第

151条の 94）、走行集材機械のウインチの

運転（第 151条の 117）、架線集材機械の

ウインチの運転（第 151条の 123）、林業

架線作業（第 151条の 141）、簡易林業架

線作業（第 151条の 165）、車両系建設機

械の運転について誘導者を置くとき（第 159

条）、荷のつり上げの作業（第 164条第 3

項第 1号）、コンクリートポンプ車を用い

た作業（第 171条の 2第 2号）、くい打機・

くい抜機・ボーリングマシンの運転（第 189

条）、高所作業車を用いた作業（第 194条

の 12）、軌道装置の運転（第 220条）、揚

貨装置を用いた作業（第 467条）など、い

ずれも概ねそのような構成になっている。 
31 安衛則上、一定の作業について作業主任

者の選任を事業者に義務付けるとともに、

作業主任者の職務内容を規定するものが多

く見受けられる。木材加工用機械（第 129

条、第 130条）、プレス機械（第 133条、

第 134条）、林業架線（第 151条の 126、

第 151条の 127）、型枠支保工の組立て等

（第 246条、第 247条）、乾燥設備（第 297

条、第 298条）、ガス溶接（第 314条、第

315条）、コンクリート破砕器（第 321条

の 3、第 321条の 4）、地山の掘削（第 359

条、第 360条）、土止め支保工（第 374条、

第 375条）、ずい道等の掘削等（第 383条

の 2、第 383条の 3）、ずい道等の覆工（第

383条の 4、第 383条の 5）、採石のための

掘削（第 403条、第 404条）、はい作業（第

428条、第 429条）、船内荷役作業（第 450
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条、第 451条）、建築物等の鉄骨の組立て

等（第 517条の 4、第 517条の 5）、鋼橋架

設等（第 517 条の 8、第 517 条の 9）、木造

建築物の組立て等（第 517条の 12、第 517

条の 13）、コンクリート造の工作物の解体

等（第 517条の 17、第 517 条の 18）、コン

クリート橋架設等（第 517条の 22、第 517

条の 23）、足場の組立て等（第 565 条、第

566 条）など、いずれもそのような構成に

なっている。 
32「機械による危険の防止 共通一般」（角

田淳「今日も無事にただいま」 最終閲覧

日：2020年 4月 12日）は、機械の安全対

策の多くは、危険源に振れないようにする、

適当な距離を保つことであると指摘する。 
33 「おそれ」という文言は安衛法において

は計 18か所（目次を除く）、安衛則におい

ては計 310か所、クレーン等安全規則では

22か所、有機溶剤中毒予防規則は 13カ所、

特定化学物質障害予防規則 32カ所といっ

たように、代表的な政省令において頻繁に

用いられている。 
34 たとえば、安衛則第 104条第 1項の「労

働者に危険を及ぼすおそれのあるとき」と

は、総合運転方式にあっては原動機にスイ

 

ッチを入れる場合、連続した一団の機械に

あっては共通のスイッチを入れる場合等を

いう（昭 45・10・16基発第 753号）、また、

同第 130条の 3第 1項にいう「労働者に危

険を及ぼすおそれのあるとき」とは、原材

料を送給し、又は取り出す際に機械の可動

部が労働者の手の届く範囲にある場合をい

う（平 25・4・12基発第 0412第 13号）な

ど。 
35 三柴前掲報告書（注１）3頁も同旨を述

べる。 
36 畠中前掲書（2019 年（令和元年）32頁）。 
37 三柴前掲論文（注２）287頁も、民事上

の安全配慮義務につき、諸外国の安全衛生

規制を参照したうえで、「対象者の安全衛

生につき、現にリスク関連情報を得ている

か得るべき立場にあり、支配管理可能性を

持つ者が、事業の実情に応じて合理的に実

行可能な限り、安全衛生関係法上の最低基

準（危害防止基準）を遵守する（以下略）」

と共に、ガイドラインを含めて、その趣旨

を果たす義務と定義している（下線部引用

者）。 
38 三柴前掲報告書（注１）85頁以下。 
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条、第 451条）、建築物等の鉄骨の組立て

等（第 517条の 4、第 517条の 5）、鋼橋架

設等（第 517条の 8、第 517条の 9）、木造

建築物の組立て等（第 517条の 12、第 517

条の 13）、コンクリート造の工作物の解体

等（第 517条の 17、第 517条の 18）、コン

クリート橋架設等（第 517条の 22、第 517

条の 23）、足場の組立て等（第 565条、第

566条）など、いずれもそのような構成に

なっている。 
32「機械による危険の防止 共通一般」（角

田淳「今日も無事にただいま」 最終閲覧

日：2020年 4月 12日）は、機械の安全対

策の多くは、危険源に振れないようにする、

適当な距離を保つことであると指摘する。 
33 「おそれ」という文言は安衛法において

は計 18か所（目次を除く）、安衛則におい

ては計 310か所、クレーン等安全規則では

22か所、有機溶剤中毒予防規則は 13カ所、

特定化学物質障害予防規則 32カ所といっ

たように、代表的な政省令において頻繁に

用いられている。 
34 たとえば、安衛則第 104条第 1項の「労

働者に危険を及ぼすおそれのあるとき」と

は、総合運転方式にあっては原動機にスイ

 

ッチを入れる場合、連続した一団の機械に

あっては共通のスイッチを入れる場合等を

いう（昭 45・10・16基発第 753号）、また、

同第 130条の 3第 1項にいう「労働者に危

険を及ぼすおそれのあるとき」とは、原材

料を送給し、又は取り出す際に機械の可動

部が労働者の手の届く範囲にある場合をい

う（平 25・4・12基発第 0412第 13号）な

ど。 
35 三柴前掲報告書（注１）3頁も同旨を述

べる。 
36 畠中前掲書（2019 年（令和元年）32頁）。 
37 三柴前掲論文（注２）287頁も、民事上

の安全配慮義務につき、諸外国の安全衛生

規制を参照したうえで、「対象者の安全衛

生につき、現にリスク関連情報を得ている

か得るべき立場にあり、支配管理可能性を

持つ者が、事業の実情に応じて合理的に実

行可能な限り、安全衛生関係法上の最低基

準（危害防止基準）を遵守する（以下略）」

と共に、ガイドラインを含めて、その趣旨

を果たす義務と定義している（下線部引用

者）。 
38 三柴前掲報告書（注１）85頁以下。 
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図表がある場合は、これ以降に番号順に貼り付け（１段組） 
 

【Ｖベルトのカバー】 

 

（ 安 全 カ バ ー の ス ペ シ ャ リ ス ト KOH

（ https://ameblo.jp/yasunaribankin/image-11061682366-11575505673.html  最終閲覧

日：2022年 12月 17 日）より） 

 
【巻取ロール機】 
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（橋本マシナリー株式会社の Web サイト（http://www.hashimoto-mc.com/roll.html 最終

閲覧日：2022年 12月 17日）より） 

 
【ボール盤】 
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（橋本マシナリー株式会社の Webサイト（http://www.hashimoto-mc.com/roll.html 最終

閲覧日：2022年 12月 17日）より） 

 
【ボール盤】 
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（ ビ ル デ ィ の Web サ イ ト

（ https://www.bildy.jp/power/drill_press-model-tb131/2171?gclid=CjwKCAiA7vWcBhBU

EiwAXieItmCeifOrZUuo5PsuTLsYj1gR8eBXdWoV5RO2qpa-2ePTYCSme35ZPxoCgS8QAvD_BwE  最

終閲覧日：2022 年 12 月 17 日）より） 

 
【グラインダー】 
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（ASKUL の Webサイト（https://www.askul.co.jp/p/9552749/ 最終閲覧日：2022 年 12月

17日）より） 

 
【木材加工用丸のこ盤】 
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（ASKUL の Webサイト（https://www.askul.co.jp/p/9552749/ 最終閲覧日：2022 年 12月

17日）より） 

 
【木材加工用丸のこ盤】 
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（プロの道具館の Web サイト（https://www.dougukan.net/products/item1623/ 最終閲覧

日：2022年 12月 17 日）より） 

 
【ドラグショベル】 
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（日本キャタピラーの Web サイト（https://www.nipponcat.co.jp/products/excavators/ 

最終閲覧日：2022年 12月 17日）より） 

 
【ストラドルキヤリヤー】 
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（日本キャタピラーの Web サイト（https://www.nipponcat.co.jp/products/excavators/ 

最終閲覧日：2022年 12月 17日）より） 

 
【ストラドルキヤリヤー】 
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（ 三 菱 ロ ジ ス テ ィ ク ス の Web サ イ ト

（https://www.logisnext.com/product/product-13/straddle_10.html 最終閲覧日：2022

年 12月 17日）より） 

 
 

【トヨタ自動車が戦前に開発したリング精紡機】 
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（トヨタ自動車 75年史

（https://www.toyota.co.jp/jpn/company/history/75years/text/taking_on_the_automo

tive_business/chapter1/section4/item4.html 最終閲覧日：2020 年 5月 7日）より） 
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（トヨタ自動車 75年史

（https://www.toyota.co.jp/jpn/company/history/75years/text/taking_on_the_automo

tive_business/chapter1/section4/item4.html 最終閲覧日：2020 年 5月 7日）より） 
 

分担研究報告書（佐々木達也） 

 

厚厚生生労労働働行行政政推推進進調調査査事事業業費費補補助助金金  
（（政政策策科科学学総総合合研研究究事事業業（（政政策策科科学学推推進進研研究究事事業業））））  

分分担担研研究究報報告告書書  

労労働働安安全全衛衛生生法法第第 2222 条条かからら 2255 条条のの 22 のの逐逐条条解解説説  

 
  

分担研究者 佐々木達也  名古屋学院大学法学部専任講師 
 
 

研究要旨 
 労働安全衛生法(以下、「安衛法」)第 22 条および第 23 条は、事業者の講ずべき健康障

害防止措置と作業場の環境整備についての規定である。第 22 条は労働者に健康障害を及

ぼす重要な要因を列挙したうえで、健康障害の種別ごとからみて講ずべき措置内容を、

第 23 条は建物その他の建設物等の構造上の欠陥や作業環境の不適切が原因となる健康

障害を防ぐために必要な措置を内容としている。ただし、第 22 条、第 23 条は健康障害

を引き起こす要因を抽象的かつ広範囲に列挙するにとどまっており、危害防止基準は労

働安全衛生規則(以下、「安衛則」)及び 11 本の特別衛生基規則に定められている。した

がって、実際に労働者の健康障害を防止するためには、本研究の対象となる各条文と関

連する規則を総合的に把握することが必要不可欠である。また、労働災害を防止するた

めの危害防止基準を分かりやすく解説すること、および関連規則を整理することととも

に、研究対象条文における解釈上および実際上の課題を明らかにすることも重要である。 
 今年度の研究の成果として、第 22 条及び第 23 条については、①関連する規則を制定

した背景、改正の変遷及びその背景となった事件、各規則において重要な条文の内容、②

改正を重ねることで関連する規則の関係が複雑となり、現場で適用する監督官にとって

も、法令を遵守しなければならない事業者にとっても体系的に理解することが極めて困

難であること、③多くの監督官から規則を整理し、容易に理解できるよう改善する意見

が出されていること、④臨検監督における各規則及び条文の確認事項及び違反があった

場合の対応方法などが明確となった。 
 次に、第 24 条については、①腰痛の発症と安全配慮義務違反が問題となった裁判例で

は、旧労働省の通達の内容に従った措置を講じたか否かが安全配慮義務違反の有無を判

断する際の基準となること、②転倒及び転落事例においては、作業手順の周知徹底や安

全教育といった労働者に対する措置と施設・設備面での物的措置が安全配慮義務違反を

判断する際に審査されること、③本条については第 27 条で具体的な措置事項は省令で定

めるとしているところ、省令における規定が全くないため、違反として指摘しにくいと

いう事情があり、構成要件を定めるのが困難であることが、省令における規定がない理
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由の一つであると推察されることが明らかとなった。また、インタビューでは、①例え

ば、重量物に関して、「両手に荷物を持って階段を昇降させてはならない」、「〇〇kg 以

上の荷を持ち上げる作業をさせるときは、腰痛防止ベルトを使用させなければならない」

などといった構成要件を通達や指針に定めること、②作業行動のリスクアセスメント(本
法第 28 条)を行い、過去の災害事例を分析して規則のまとめること、といった提言がな

された。 
 さらに、第 25 条については、①安衛法制定以前は安衛則のように個々の規則に定めら

れていた事業者の退避させる義務が、安衛法の立法過程において労働者側の意見により

修正案として追加され、明確な法律上の根拠を持ったこと、②旧労基法まではなかった

労働者の権利という視点が取り入れられたこと、③実際には、事故発生時に現場に監督

官が居合わせることはなく、また現場に到着した際にはすでに退避が完了していること

から、この条文を適用する事例は見られないことが判明した。裁判例としては、東京電力

ホールディングス(旧東京電力)ほか 2 社事件・福島地いわき支令元.6.26 を検討し、同一

の場所で作業を行う他の労働者の状況や事業者等が定める作業に関する規則などを考慮

し、抽象的であっても「労働災害発生の急迫した危険」の可能性が存在する場合には、事

業者は労働者を退避させる義務を負うものの、退避を希望した後も当該施設での作業を

継続したことが損害賠償額を減額する要素となることが明らかとなった。 
最後に、第 25 条の 2 については、大清水トンネル坑内の火災事故を契機に同条が制定

されたこと、臨検監督においては、有資格者が選任されているか否かのみが確認の対象

となることが明らかとなった。 
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Ａ．研究目的 

本研究事業全体の目的は、以下の 3 点に

ある。 
①時代状況の変化に応じた法改正の方向

性を展望すること。 
②安衛法を関係技術者以外（文系学部出

身の事務系社員等）に浸透させ、社会一般へ

の普及を図ること。 
③安衛法に関する学問体系、安衛法研究

のための人と情報の交流のプラットフォー

ムを形成すること。 
そのため、条文の起源（立法趣旨、基礎と

なった災害例、前身）と運用（関係判例、適

用の実際）、主な関係令等（関係政省令、規

則、通達等）を、できる限り図式化して示す

と共に、現代的な課題や法解釈学的な論点

に関する検討結果を記した体系書を発刊す

ること。 
本分担研究の目的は、枝番号や附則を除き

123 条ある安衛法のうち第 22 条から 25 条

について、その課題を果たすことにある。 
 
Ｂ．研究方法 
安全衛生に詳しい元労働基準監督官から、

現行安衛法の体系に関する解説と安衛法本

体の条文に紐付く政省令の選定を受けたう

えで、法学・行政学を専門とする分担研究者

が、各自、解説書、専門誌に掲載された学術

論文や記事、政府発表資料等の第 1 次文献

のレビューを行って執筆した文案を研究班

会議で報告し、現行安衛法や改正法の起案

に関わった畠中信夫元白鴎大学教授、唐澤

正義氏ら班員らからの指摘やアドバイスを

得て洗練させた。 
なお、報告書文案の作成に際して、技術的な

不明点については、メーリングリストで

班員その他の専門家に照会した。 
 
Ｃ．研究結果 
１．はじめに 
  安衛法第 1 条は同法の目的を達成するた

めの手段の一つとして「労働災害の防止の

ための危害防止基準の確立」を挙げている。

「危害防止基準」とは、事業者が、特定の危

害源や健康障害の要因に対して、労働者に

防護具を使用させる等、「必要な措置」を講

ずることを義務づけるといった具体的な行

為基準である。 
 安衛法第 4 章「労働者の危険又は健康障

害を防止するための措置」は、関連する規則

と相まって、規制基準が定めたものである。

しかし、安衛法第 20 条～第 25 条は事業者

に、その使用する労働者の労働災害を防止

するために必要な措置を講ずべき抽象的な

義務を課すにとどまっている。事業者が講

ずべき具体的措置については、法第 27 条第

1項により厚生労働省令に委任されている。 

 本研究の対象条文は、事業者の講ずべき

健康障害防止措置(第 22 条)と作業場の環境

整備(第 23 条)について規定している。 

 本研究の先行研究における元労働基準監

督官へのインタビュー結果として、「日本の

現行安衛法制度は、規制等も含めた体系全

体としては、その綿密さや過去の災害等を

踏まえた実践的な有用性、事業者への威迫・

強制性などの点で優れている」ものの、「安

衛法本法を見ただけでは、具体的になすべ

きことが分かり難い」という課題を抱えて

いることが指摘されている。そして、その改

善策として「中長期的展望として、法律本法

とそれに連なる法体系を分かり易く整理し、

法律本法を見れば、事業者らがなすべき基
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本的な事柄が分かるようにする」ことが挙

げられている 1。 

 本研究の対象となる安衛法第 22 条およ

び第 23 条は、後述するように、安衛則及び

11 本の特別衛生規則が関連する条文であ

ることから、安衛法本法のみから事業者が

講ずべき必要な措置を読み取ることは不可

能であり、特に分かり難い条文であるとい

えよう。そこで、本研究においては担当条文

と共に、それに紐付く省令や、実際の適用例

の整理を試みる。 
 
２．第 22 条 
１．１ 条文 

第第二二十十二二条条    事事業業者者はは、、次次のの健健康康障障害害をを防防

止止すするるたためめ必必要要なな措措置置をを講講じじななけけれればばなならら

なないい。。  
一一    原原材材料料、、ガガスス、、蒸蒸気気、、粉粉じじんん、、酸酸素素欠欠

乏乏空空気気、、病病原原体体等等にによよるる健健康康障障害害  

二二    放放射射線線、、高高温温、、低低温温、、超超音音波波、、騒騒音音、、

振振動動、、異異常常気気圧圧等等にによよるる健健康康障障害害  

三三    計計器器監監視視、、精精密密工工作作等等のの作作業業にによよるる健健

康康障障害害  

四四    排排気気、、排排液液又又はは残残ささいい物物にによよるる健健康康障障

害害  

  
１．２ 趣旨・内容 
１．２．１ 趣旨  
 本条は、労働者の就業する作業場所、取扱

操作をする機械、器具等の設備、取り扱う原

材料、あるいは作業の性質に応じて、労働衛

生面での十分な配慮がなされないとすると、

関係労働者は種々の健康障害を被るため、

事業者に健康障害の防止の措置を義務づけ

ている規定であり、健康障害の種別ごとに

講ずべき措置を定めたものである 2。 

 本条は、主として原材料、機械器具等の設

備及び精神疲労等を伴う作業により生ずる

健康障害を類型的に規制し、その防止を図

ることを目的としている。 
 
１．２．２ 内容 
 本条においては、労働者に及ぼす健康障

害の重要なものを例示的に列挙しているが、

その措置の対象とする健康障害を以下のよ

うに類型化して明確にしている 3。 
 本条 1 号は、有害なガス、蒸気、粉じん

(粉じんにはファイバー、ヒューム及びミス

トが含まれる。)による中毒、皮膚障害など、

酸素欠乏現象による酸素欠乏症、あるいは

病原体による疾病等いわば化学的な要因に

基づく健康障害、すなわち呼吸により体内

に吸収し又は有毒物を皮膚に付着させるこ

とによる健康障害を挙げている。本号に列

挙されている健康障害は、例示的なもので

あって、およそ工場その他の事業場におい

て労働者が作業する過程にあって類似の健

康障害を労働者に及ぼすものは、建設物そ

の他の作業場から生ずるものを除き、すべ

て本条による健康障害防止の措置を講ずべ

き対象に含まれる。その対象となる原材料、

ガス、蒸気、粉じんその他の物質などについ

ては、本法第 27 条第 1 項に基づく命令、す

なわち安衛則をはじめとし、有機溶剤中毒

予防規則(以下、「有機則」)、鉛中毒予防規

則(以下、「鉛則」)、四アルキル鉛中毒予防

規則(以下、「四アルキル鉛則」)、特定化学

物質等障害予防規則(以下、「特化則」)、酸

素欠乏症等防止規則(以下、「酸欠則」)、粉

じん障害防止規則(以下、「粉じん則」)及び

石綿障害予防規則(以下、「石綿則」)におい

て定められている。 
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 本条 2 号は、皮膚障害、血液変化、生殖

機能の変化等のいわゆる放射線障害、高温

による火傷や熱中症、低温による凍傷や冷

房病、超音波による皮膚深部などへの障害、

騒音による難聴症、振動による白ろう病な

ど振動障害、あるいは異常気圧による減圧

症等のいわば物理的な要因による健康障害

を挙げている。なお、「異常気圧等」の「等」

には、赤外線、紫外線、レーザー光線等の有

害光線が含まれる(昭 47・9・18 基発第 602
号)。 
 本条 3 号は、計器監視の作業、精密工作

の作業などのように高度の神経緊張や精神

的活動の持続を必要とする特殊な作業にお

けるストレス等に関連する健康障害を例示

的に掲げている。例えば、精密工作の作業に

ついてみると、視機能の過重負担を生じや

すく、これによって視力の低下のほか、視神

経の疲労、大脳疲労に関連する健康障害を

発生するおそれがある。本条に列挙されて

いる健康障害と類似の労働者に及ぼす健康

障害についてもすべて第 22 条による健康

障害防止の措置を講ずべき対象に含まれる。

これに関連する安衛法第 27 条第 1 項に基

づく命令としては、安衛則第 3 編第 4 章及

び事業所則第 10 条において「精密な作業」

についての措置が定められている。 
 本条 4 号は、有害物等を含有する排気、

排液又は残さい物による健康障害について

包括的に定めている。鉛、カドミウムなどの

有害な物質について、これらのガス、蒸気又

は粉じんが局所排気装置や生産設備などか

らそのまま排出された場合には、作業場の

再汚染、これらの物質を含有する排液によ

る有害なガスなどの異常発生又は地下水等

の汚染を生ずるおそれがある。また、それら

は事業場附近一帯の環境をも汚染し、いわ

ゆる公害を引き起こすことになる。労働者

に対し健康障害を及ぼす主なものとしては、

排気関係については、例えば、ジクロルベン

ジン、アルファ－ナフチルアミン、ジアニシ

ジンなど製造許可を要する物質をはじめ、

石綿、カドミウム、クロム酸、水銀などの特

定の化学物質あるいは鉛及びその化合物等

が挙げられる。また、排液関係については、

アルキル水銀化合物、塩酸や硫酸などの強

酸類、シアン化合物その他硫化ナトリウム、

あるいは放射性同位元素により汚染された

排液等があり、残さい物としては、アルキル

水銀化合物や四アルキル鉛の廃スラッジが

挙げられる。 
 本号に列挙されている健康障害について

は、すべて本条による措置を講ずべき対象

に含まれるものであるが、これらに関する

安衛法第 27 条 1 項に基づく命令としては、

安衛則をはじめとして、特化則、鉛則、四ア

ルキル鉛則及び電離放射線障害防止規則

(以下、「電離則」)が定められている。 
 
１．３ 関連規則による健康障害防止等に

必要な具体的規制 
 労働者の健康障害の防止及び労働者の健

康、風紀及び生命の保持のために事業者が

講ずべき具体的な措置については、安衛則

をはじめ、有機則、鉛則、四アルキル鉛則、

特化則、高気圧作業安全衛生規則(以下、「高

圧則」)、電離則、酸欠則、事務所衛生基準

規則(以下、「事務所則」)、粉じん則及び石

綿則並びにこれらの規則に関連する厚生労

働省令において定められている。 
 
１．３．１ 安衛則 
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 安衛則第三編第一章の有害な作業環境に

おいて、安衛法第 22 条において類型化され

ている健康障害を防止するために「必要な

措置」が定められている。具体的には、有害

原因除去のための 3ステップアプローチ(第
576 条)、ガス等発散の抑制のための発散源

の密閉を筆頭とする 3 ステップアプローチ

(第 577 条)、坑、ケーソンなど換気不十分な

場所での(排ガスをもたらす)内煙機関の使

用禁止(第 578 条)、局所排気装置の排気の

無害化措置(第 579 条)、中和、沈殿、ろ過等

による排液の処理(第 580 条)、病原体に汚

染された排気、排液、廃棄物の滅菌処理等

(第 581 条)、作業場における注水等による

粉じんの飛散防止措置(第 582 条)、坑内作

業場におけるガス濃度の抑制(第 583 条)、
強烈な騒音を発する屋内作業場の明示等

(第 583 条の 2)、強烈な騒音を発する屋内作

業場における隔壁等の伝播防止措置(第 584
条)、暑熱、寒冷、有害光線や超音波、低酸

素濃度、ガス・粉じん等の発散、有害物取扱

い、病原体汚染等のリスク要因にばく露す

る場所への立入禁止とその表示、労働者の

遵守(第 585 条)、有害物や病原体等の集積

と表示(第 586 条)、施行令第 21 条第 2 号所

定の作業環境測定を行うべき暑熱、寒冷、多

湿の屋内作業場(第 587 条)、施行令第 21 条

第 3 号所定の作業環境測定を行うべき著し

い騒音を発する屋内作業場(第 588 条)、施

行令第 21 条第 4 号所定の作業環境測定を

実施すべき坑内作業場(第 589 条)、第 588
条所定の著しい騒音を発する屋内作業場で

の定期的な騒音測定等(第 590 条)、第 588
条所定の著しい騒音を発する屋内作業場の

条件を変更した際の騒音測定等(第 591条)、
第 589 条第 1 号所定の坑内作業場における

定期的な炭酸ガス濃度の測定等(第 592 条)
の規制が設けられている。 
 そして、同編第二章においては、労働者が

健康を害するおそれがある業務に従事する

場合に、事業主が保護具を備えなければな

らない旨を定めている(呼吸用保護具(安衛

則第 593条)、皮膚障害等防止用の保護具(同
第 594 条)、騒音障害防止用の保護具(同第

595 条))。他方で、労働者が当該作業に従事

する場合に「事業者から当該業務に必要な

保護具の使用を命じられたときは、当該保

護具を使用しなければならない」として労

働者に対して保護具を使用することを義務

づけるとともに、労働者に疾病感染のおそ

れがあるときは各労働者に専用の保護具を

備え、又は疾病感染を予防する措置を講じ

なければならないとしている(同第 598条)。 
 
１．３．２ 有機則 
 有機溶剤とは、他の物質を溶かす性質を

持つ有機化合物の総称であり、 様々な職場

で、溶剤として塗装、洗浄、印刷等の作業に

幅広く使用されており、常温では液体であ

るものの、一般に揮発性が高いため、蒸気と

なって作業者の呼吸を通じて体内に吸収さ

れやすく、また、油脂に溶ける性質があるこ

とから皮膚からも吸収される 4。そして、そ

の毒性は、溶剤の蒸気の濃度、ばく露時間の

長さ等により異なるが、急性中毒又は慢性

中毒のかたちで人体に致命的に作用するの

で、予防措置が必要となる 5。 
 有機則は、昭和 33 年に大阪、同 34 年に

東京において、ヘップサンダルの製造ある

いはポリエチレン袋の印刷に従事していた

労働者に再生不良性貧血が多発し、その原

因がいずれもベンゼン中毒であったことが
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 安衛則第三編第一章の有害な作業環境に

おいて、安衛法第 22 条において類型化され

ている健康障害を防止するために「必要な

措置」が定められている。具体的には、有害

原因除去のための 3ステップアプローチ(第
576 条)、ガス等発散の抑制のための発散源

の密閉を筆頭とする 3 ステップアプローチ

(第 577 条)、坑、ケーソンなど換気不十分な

場所での(排ガスをもたらす)内煙機関の使

用禁止(第 578 条)、局所排気装置の排気の

無害化措置(第 579 条)、中和、沈殿、ろ過等

による排液の処理(第 580 条)、病原体に汚

染された排気、排液、廃棄物の滅菌処理等

(第 581 条)、作業場における注水等による

粉じんの飛散防止措置(第 582 条)、坑内作

業場におけるガス濃度の抑制(第 583 条)、
強烈な騒音を発する屋内作業場の明示等

(第 583 条の 2)、強烈な騒音を発する屋内作

業場における隔壁等の伝播防止措置(第 584
条)、暑熱、寒冷、有害光線や超音波、低酸

素濃度、ガス・粉じん等の発散、有害物取扱

い、病原体汚染等のリスク要因にばく露す

る場所への立入禁止とその表示、労働者の

遵守(第 585 条)、有害物や病原体等の集積

と表示(第 586 条)、施行令第 21 条第 2 号所

定の作業環境測定を行うべき暑熱、寒冷、多

湿の屋内作業場(第 587 条)、施行令第 21 条

第 3 号所定の作業環境測定を行うべき著し

い騒音を発する屋内作業場(第 588 条)、施

行令第 21 条第 4 号所定の作業環境測定を

実施すべき坑内作業場(第 589 条)、第 588
条所定の著しい騒音を発する屋内作業場で

の定期的な騒音測定等(第 590 条)、第 588
条所定の著しい騒音を発する屋内作業場の

条件を変更した際の騒音測定等(第 591条)、
第 589 条第 1 号所定の坑内作業場における

定期的な炭酸ガス濃度の測定等(第 592 条)
の規制が設けられている。 
 そして、同編第二章においては、労働者が

健康を害するおそれがある業務に従事する

場合に、事業主が保護具を備えなければな

らない旨を定めている(呼吸用保護具(安衛

則第 593条)、皮膚障害等防止用の保護具(同
第 594 条)、騒音障害防止用の保護具(同第

595 条))。他方で、労働者が当該作業に従事

する場合に「事業者から当該業務に必要な

保護具の使用を命じられたときは、当該保

護具を使用しなければならない」として労

働者に対して保護具を使用することを義務

づけるとともに、労働者に疾病感染のおそ

れがあるときは各労働者に専用の保護具を

備え、又は疾病感染を予防する措置を講じ

なければならないとしている(同第 598条)。 
 
１．３．２ 有機則 
 有機溶剤とは、他の物質を溶かす性質を

持つ有機化合物の総称であり、 様々な職場

で、溶剤として塗装、洗浄、印刷等の作業に

幅広く使用されており、常温では液体であ

るものの、一般に揮発性が高いため、蒸気と

なって作業者の呼吸を通じて体内に吸収さ

れやすく、また、油脂に溶ける性質があるこ

とから皮膚からも吸収される 4。そして、そ

の毒性は、溶剤の蒸気の濃度、ばく露時間の

長さ等により異なるが、急性中毒又は慢性

中毒のかたちで人体に致命的に作用するの

で、予防措置が必要となる 5。 
 有機則は、昭和 33 年に大阪、同 34 年に

東京において、ヘップサンダルの製造ある

いはポリエチレン袋の印刷に従事していた

労働者に再生不良性貧血が多発し、その原

因がいずれもベンゼン中毒であったことが
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判明したことを契機として、有害性が明ら

かな有機溶剤 51 種類を対象として、これら

の有機溶剤による労働者の健康被害を予防

するために、労働基準法の衛生関係特別規

則として制定、公布された(昭和 35 年労働

省令第 24 号)6。有機則は、「有機溶剤によ

る中毒の予防に必要な事項のうち、現行労

働安全衛生規則に規定されていない事項及

び規定されてはいるが、更に具体的に規定

する必要がある事項について規定したもの

であり、両規則の規定が競合する部分につ

いては、安衛則を一般法とすれば、これに対

して特別法の関係に立つもので」あって、

「両規則の規定が競合する場合には、本規

則の規定が優先し、本規則に規定されてい

ない事項については、労働安全衛生規則の

規定が適用される」と説明されている 7。 
 有機則第 1 条は、本規則で用いられる「有

機溶剤」、「有機溶剤等」及び「有機溶剤業

務」などの各語についての意義を明らかに

する規定である。本規則における「有機溶

剤」とは、労働安全衛生法施行令別表 6 の

2(表参照)に掲げられており、有害度に応じ

て 3 種類に区分されており、第 1 種は厳し

く、第 3 種は比較的ゆるやかな規制を受け

ることとなる 8。 
 本規則第 2 章は、労働安全衛生法第 22 条

に基づき、有機溶剤業務を行う場合に発散

する有機溶剤の蒸気により作業場内の空気

が汚染されることを防止するため、それに

必要な設備の設置を有機溶剤等の区分、作

業場所及び業務の態様に応じて定めている

9。第 5 条は、第 1 種有機溶剤等又は第 2 種

有機溶剤等に係る業務に労働者を従事させ

るときは、事業者は当該有機溶剤業務を行

う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を

密閉する設備、局所排気装置(＝工場や作業

場、実験室などで発生する、粉じんや有機溶

剤、ガスといった人体に有害な物質を、作業

者が吸い込まないために、管(ダクト)によっ

て有害物質を屋外に排出する装置 10(図参

照))又はプッシュプル型換気装置(＝有害物

質の発散源を挟んで、吹出し用と吸込み用

の 2 つのフードを向き合って設置する方式

の換気装置 11(図参照))を設けなければなら

ないと定めている。第三種有機溶剤につい

ては、全体換気装置(＝換気扇などを設置し、

工場内全体の空気を入れ換えることで、汚

れた空気を輩出するための装置(図参照))の
設置でもよいとされている(第 6 条 1 項)。 

また、第 26 条においては、通気が不十分

なため急性中毒の発生するおそれが大きい

タンク内作業において有機溶剤業務に労働

者を従事させるときに事業者が講じなけれ

ばならない措置が定められている。本条に

よると、事業者は労働者を特定の業務に従

事させる場合に送気マスク又は有機ガス用

防毒マスクを使用させなければならない

(同 32 条、33 条)。 
 
１．３．３ 鉛則 
 戦後に労働基準法ができて間もなく、鉛

中毒について多方面の調査研究が始められ、

また産業界においても新しい鉛化合物や鉛

作業が取り入れられ、それらによる中毒者

がこれまでの法規では完全な予防が困難に

なってきたため、昭和 38 年に再度実態調査

をしたところ、鉛中毒の疑いのある者が多

いことが分かった 12。そこで、昭和 40 年春

から立法作業を開始し、昭和 42 年に当時の

労働基準法に基づく衛生関係特別規則とし

て制定されたのが本規則である。 
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鉛は、大量に、かつ、多方面にわたって用

いられ、例えばその製錬、加工などの段階で

発散する鉛のヒューム、粉じんにばく露す

ることで、労働者に疝病、四肢の麻痺など極

めて悪質な中毒を発生させる 13。 
 鉛則においても、他の規則と同様に、事業

主が鉛の製錬又は精錬などの業務に労働者

を従事される際に講じなければならない措

置(鉛則 5 条～23 条の 3)や当該労働者に保

護具等を使用させなければならない旨(同
58 条、59 条)を定めている。特に、第 5 条

においては、鉛製錬等に係る設備として、有

機則と同様に、局所排気装置又はプッシュ

プル型換気装置などを設けることが事業主

に義務づけられている。 
 
１．３．４ 四アルキル鉛則 
 四アルキル鉛則の沿革をたどると、1951
年(昭和 26 年)5 月に公布・施行された「四

エチル鉛危害防止規則」に遡る。 
 四エチル鉛は、自動車や航空機の燃料に

添加して、ノッキングを防止するために用

いられる無色の液体で、この蒸気を吸引す

ると、頭痛、吐気、倦怠感が起こり、重症に

なると錯乱状態になり死亡する 14。この猛

毒性により中毒者患者発生の危険性があっ

たため、厚生省、労働省、運輸省、資源庁の

各省庁で危害防止規定について協議し、労

働省において、労働基準法に基づき、当時の

労働安全衛生規則より高度の基準を規定す

ることとなったため、「四エチル鉛危害防止

規則」が制定されることとなった 15。 
 しかし、昭和 37 年 7 月から 9 月にかけ

て、横浜市小柴にある米軍石油貯蔵タンク

清掃作業で、作業員 29 人が四エチル鉛中毒

にかかり、うち 8 人が死亡する事故が発生

した。同規則は、四エチル鉛の製造・輸送に

おける中毒事故を想定しており、タンク内

作業に関して使用者の行うべき中毒予防措

置基準が定められていないという盲点があ

ったため、昭和 36 年 5 月に規則が改正され

「四エチル鉛等防止規則」として施行され

た 16。 
 ところが、昭和 42 年 10 月、ぼすとん丸

において四エチル鉛で汚染された船倉やタ

ンクの清掃作業を行った労働者のうち 8 名

が死亡、中毒者 20 名を発生させたぼすとん

丸事件が起こった。この事件は、たまたま事

故により流出した四エチル鉛で汚染された

タンク (もともとは重油タンク)を清掃した

作業員が中毒にかかったもので、このよう

な事態を当時の規則は想定していなかった。 
 このような規則の盲点をついた中毒事件

が発生したことを背景に、中毒発生を予防

するばかりでなく、輸入時の措置、製造工場

に対する措置を含めた総合的な規制を目指

したのが、昭和 43 年 4 月 1 日から施行さ

れたのが本規則である。本規則は、四エチル

鉛、四メチル鉛、その他の混合アルキル鉛に

について取り扱い上の規定、健康管理など

について詳しく規制している。 
 本規則は、第二章四アルキル鉛等業務に

係る措置(第 2 条から第 21 条)において、労

働者を一定の業務に従事させる場合に、事

業者が装置等を密閉式の構造のものとする

ことや防護具を使用させることなど、労働

者が健康被害にあわないよう必要な措置を

講じることを義務づけている。 
 
１．３．５ 特化則 
 ①労働省が労働者の特殊健康診断結果を

とりまとめたところ、ベンジジンや砒素な
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鉛は、大量に、かつ、多方面にわたって用

いられ、例えばその製錬、加工などの段階で

発散する鉛のヒューム、粉じんにばく露す

ることで、労働者に疝病、四肢の麻痺など極

めて悪質な中毒を発生させる 13。 
 鉛則においても、他の規則と同様に、事業

主が鉛の製錬又は精錬などの業務に労働者

を従事される際に講じなければならない措

置(鉛則 5 条～23 条の 3)や当該労働者に保

護具等を使用させなければならない旨(同
58 条、59 条)を定めている。特に、第 5 条

においては、鉛製錬等に係る設備として、有

機則と同様に、局所排気装置又はプッシュ

プル型換気装置などを設けることが事業主

に義務づけられている。 
 
１．３．４ 四アルキル鉛則 
 四アルキル鉛則の沿革をたどると、1951
年(昭和 26 年)5 月に公布・施行された「四

エチル鉛危害防止規則」に遡る。 
 四エチル鉛は、自動車や航空機の燃料に

添加して、ノッキングを防止するために用

いられる無色の液体で、この蒸気を吸引す

ると、頭痛、吐気、倦怠感が起こり、重症に

なると錯乱状態になり死亡する 14。この猛

毒性により中毒者患者発生の危険性があっ

たため、厚生省、労働省、運輸省、資源庁の

各省庁で危害防止規定について協議し、労

働省において、労働基準法に基づき、当時の

労働安全衛生規則より高度の基準を規定す

ることとなったため、「四エチル鉛危害防止

規則」が制定されることとなった 15。 
 しかし、昭和 37 年 7 月から 9 月にかけ

て、横浜市小柴にある米軍石油貯蔵タンク

清掃作業で、作業員 29 人が四エチル鉛中毒

にかかり、うち 8 人が死亡する事故が発生

した。同規則は、四エチル鉛の製造・輸送に

おける中毒事故を想定しており、タンク内

作業に関して使用者の行うべき中毒予防措

置基準が定められていないという盲点があ

ったため、昭和 36 年 5 月に規則が改正され

「四エチル鉛等防止規則」として施行され

た 16。 
 ところが、昭和 42 年 10 月、ぼすとん丸

において四エチル鉛で汚染された船倉やタ

ンクの清掃作業を行った労働者のうち 8 名

が死亡、中毒者 20 名を発生させたぼすとん

丸事件が起こった。この事件は、たまたま事

故により流出した四エチル鉛で汚染された

タンク (もともとは重油タンク)を清掃した

作業員が中毒にかかったもので、このよう

な事態を当時の規則は想定していなかった。 
 このような規則の盲点をついた中毒事件

が発生したことを背景に、中毒発生を予防

するばかりでなく、輸入時の措置、製造工場

に対する措置を含めた総合的な規制を目指

したのが、昭和 43 年 4 月 1 日から施行さ

れたのが本規則である。本規則は、四エチル

鉛、四メチル鉛、その他の混合アルキル鉛に

について取り扱い上の規定、健康管理など

について詳しく規制している。 
 本規則は、第二章四アルキル鉛等業務に

係る措置(第 2 条から第 21 条)において、労

働者を一定の業務に従事させる場合に、事

業者が装置等を密閉式の構造のものとする

ことや防護具を使用させることなど、労働

者が健康被害にあわないよう必要な措置を

講じることを義務づけている。 
 
１．３．５ 特化則 
 ①労働省が労働者の特殊健康診断結果を

とりまとめたところ、ベンジジンや砒素な
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どの特定の有害物質を扱う労働者の健康被

害の実態が明らかとなったこと、②労働者

の健康を保持するための対策を一層強化す

るなかで、公害の発生原因をもあわせて排

除しようとしたことから、労働省は昭和 46
年 4 月 28 日、特定化学物質等障害予防規則

(昭和 46 年労働省令第 11 号)及び関連する

3 つの告示(「ガス等の濃度の値を定める件」

(昭和 46 年労働省告示第 27 号)、「健康診

断の対象となる物を指定する件」(昭和46年
労働省告示第 28 号)、「特定化学物質等作

業主任者講習規程」(昭和 46 年労働省告示

第 29 号))を制定し、これを公布した 17。 
 従来の化学物質等に関する法規制は、①

安衛則第 174 条 18に、排気または排液中に

有害物質等を含む場合における沈でん、収

じん等をすべきことを抽象的に定めている

にとどまり、わずかにベンジジン、五塩化石

炭酸をこの条項に基づき規制しているに過

ぎなかったこと、②安衛則以外の化学物質

の規制としては、鉛則第 25 条(鉛の除じん)
や四アルキル則第 8条(四アルキル鉛の排液

および残さい物の処理)のみであったこと、

③有害物質に係る業務に従事する労働者の

健康診断については、特定の有害物質につ

いての単独の規則で規制されているほかは、

大幅に行政通達に委ねられていたことから、

極めて不備のある規制となっていた 19。有

機則は産業の発展によってより多くの有害

物が使用されるにつれて、従来の規制では

対応しきれなかった特定の有害物質を単独

省令により規制したものである。 
 その後、昭和 47 年の安衛法の制定に伴っ

て、新たに創設された製造の許可および流

通段階における有害表示等の有害物対策規

制とともに、従来の特定化学物質等障害予

防規則の内容に検討を加え、労働者の健康

障害の防止の充実を期することとし、新た

な特定化学物質等障害予防規則として昭和

47 年に公布・施行された(昭和 47 年 9 月 30
日労働省令第 39 号)。それ以来、数次にわ

たる改正が行われ、平成 18 年に特定化学物

質障害予防規則と名称が改められた。 
 化学物質に関する規制は、本規則以外に

も安衛法並びに有機則などの特別衛生規則

にも置かれているため、本規則との関係を

整理する。 
 まず、安衛法は、化学物質規制の類型とし

て、製造等の禁止(第 55 条)、製造の許可(第
56 条)を定めている。第 55 条は、①黄りん

マツチ、②ベンジジン及びその塩、③4-アミ

ノジフエニル及びその塩、④石綿、⑤4-ニト

ロジフエニル及びその塩、⑥ビス(クロロメ

チル)エーテル、⑦ベータ―ナフチルアミン

及びその塩、⑧ベンゼンを含有するゴムの

り(②から⑧は含有量が一定割合以上含む

製剤を含む)を「製造し、輸入し、譲渡し、

供与し、又は使用」することを禁止してい

る。そして、第 56 条は、①ジクロルベンジ

ジン及びその塩、②アルフア－ナフチルア

ミン及びその塩、③塩素化ビフエニル、④オ

ルト－トリジン及びその塩、⑤ジアニシジ

ン及びその塩、⑥ベリリウム及びその化合

物、⑦ベンゾトリクロリド(いずれも含有量

が一定割合以上含む製剤を含む)につき、製

造の労働者のばく露防止の観点から「製造 
」についてのみ大臣の許可が必要とされて

いる。第 56 条に列挙されている物質は「第

一類物質」(後述)であり、取扱は本規則に基

準がある。 
 また、安衛法における「製造等の禁止」、

「製造の許可」の対象外となっている化学
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物質は、その類型に応じて有機則や本規則

に従って管理し、取扱を行うこととなる。 
 次に、有機則などの特別衛生規則との関

係を見ると、他の特別衛生規則は物質名を

規定しているほか、適用対象となる作業を

列挙している点に特徴がみられる。例えば、

有機則においては、第 1 条第 1 項第 6 号は

有機溶剤等を取り扱い、又は有機溶剤等が

付着している物を取り扱う等、なんらかの

形で有機溶剤の蒸気を発散させる業務のう

ち、当該業務に従事する労働者が有期溶剤

による中毒にかかるおそれがあると認めら

れる業務(有機溶剤業務)を制限的に列挙し

ており、有機溶剤等を製造する工程におけ

る有機溶剤等のろ過、混合、攪拌、加熱又は

容器若しくは設備への注入の業務(同号イ)
や有機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務

(同号ハ)などの作業に有機則第 2 章から第

7 章の規定、及び第 9 章の規定が適用され

る 20。他方で、本規則は、化学物質の用途

や有害性等が多様であるため、作業の列挙

が困難であることから、対象物(特化物)を製

造し、又は取り扱う作業のすべてを対象と

する方法をとっている。特に有機則との関

係において、従来は有機則の規制対象物質

であった有機溶剤のうちクロロホルムなど

10種(第1種有機溶剤と第2種有機溶剤)は、

有機則の有機溶剤のうち、特に発がん性の

高い物質として、平成 26 年 8 月の特化則等

の改正の公布により、本規則の第二類物質

の「特別有機溶剤等」に位置付けられ、本規

則により特別有機溶剤として本規則により

管理されることとなった(同年 11 月施行)21

また、特別有機溶剤のそれぞれについて含

有量 1%を超えて含有するものも含めて「特

別有機溶剤等」という。ただ、有機則の規制

対象物質である一般の有機溶剤と同様に、

蒸気による中毒を発生するおそれがあるた

め、その含有量に応じて有機則のみが適用

される場合と、本規則のみが適用される場

合、そしていずれも適用される場合に分け

られる。すなわち、①特別有機溶剤単一成分

の含有率が 1%超かつ特別有機溶剤と有機

溶剤の合計の含有率が 5%以下の場合には

特化則、②特別有機溶剤単一成分の含有率

が 1%以下かつ特別有機溶剤と有機溶剤の

合計の含有率が 5%超の場合には有機則、③

特別有機溶剤単一成分の含有率が 1%超か

つ特別有機溶剤と有機溶剤の合計の含有率

が 5%超の場合には特化則と有機則の双方

が適用される(表参照)。なお、特別有機溶剤

単一成分の含有量が 1%以下かつ特別有機

溶剤と有機溶剤の合計の含有率が 5%以下

の場合にはいずれの規則の適用もない。 
 特化則第 1 条は、本規則で用いられる物

質についての規制区分を規定している。ま

ず、「第一類物質」とは、安衛法第 56 条の

製造許可対象物質である。次に、「第二類物

質」とは、主として、慢性障害の発生を防止

するため、ガス、蒸気又は粉じんの発散源を

密閉させる設備又は局所排気装置を設ける

ための設備を必要とする物質をいう。そし

て、「第三類物質」は、設備からの大量漏え

いによる急性中毒を防止するため、一定の

設備を必要とすべき物質を指す。本規則は、

化学物質を大別して、その類型に応じて、蒸

気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、

局所排気装置又はプッシュプル型換気装置

を設けなければならないことなど製造等に

係る措置(第二章(第 3 条から第 8 条))、労働

者が当該特定化学物質により汚染されるこ

とを防止するために、特定化学物により汚
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物質は、その類型に応じて有機則や本規則

に従って管理し、取扱を行うこととなる。 
 次に、有機則などの特別衛生規則との関

係を見ると、他の特別衛生規則は物質名を

規定しているほか、適用対象となる作業を

列挙している点に特徴がみられる。例えば、

有機則においては、第 1 条第 1 項第 6 号は

有機溶剤等を取り扱い、又は有機溶剤等が

付着している物を取り扱う等、なんらかの

形で有機溶剤の蒸気を発散させる業務のう

ち、当該業務に従事する労働者が有期溶剤

による中毒にかかるおそれがあると認めら

れる業務(有機溶剤業務)を制限的に列挙し

ており、有機溶剤等を製造する工程におけ

る有機溶剤等のろ過、混合、攪拌、加熱又は

容器若しくは設備への注入の業務(同号イ)
や有機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務

(同号ハ)などの作業に有機則第 2 章から第

7 章の規定、及び第 9 章の規定が適用され

る 20。他方で、本規則は、化学物質の用途

や有害性等が多様であるため、作業の列挙

が困難であることから、対象物(特化物)を製

造し、又は取り扱う作業のすべてを対象と

する方法をとっている。特に有機則との関

係において、従来は有機則の規制対象物質

であった有機溶剤のうちクロロホルムなど

10種(第1種有機溶剤と第2種有機溶剤)は、

有機則の有機溶剤のうち、特に発がん性の

高い物質として、平成 26 年 8 月の特化則等

の改正の公布により、本規則の第二類物質

の「特別有機溶剤等」に位置付けられ、本規

則により特別有機溶剤として本規則により

管理されることとなった(同年 11 月施行)21

また、特別有機溶剤のそれぞれについて含

有量 1%を超えて含有するものも含めて「特

別有機溶剤等」という。ただ、有機則の規制

対象物質である一般の有機溶剤と同様に、

蒸気による中毒を発生するおそれがあるた

め、その含有量に応じて有機則のみが適用

される場合と、本規則のみが適用される場

合、そしていずれも適用される場合に分け

られる。すなわち、①特別有機溶剤単一成分

の含有率が 1%超かつ特別有機溶剤と有機

溶剤の合計の含有率が 5%以下の場合には

特化則、②特別有機溶剤単一成分の含有率

が 1%以下かつ特別有機溶剤と有機溶剤の

合計の含有率が 5%超の場合には有機則、③

特別有機溶剤単一成分の含有率が 1%超か

つ特別有機溶剤と有機溶剤の合計の含有率

が 5%超の場合には特化則と有機則の双方

が適用される(表参照)。なお、特別有機溶剤

単一成分の含有量が 1%以下かつ特別有機

溶剤と有機溶剤の合計の含有率が 5%以下

の場合にはいずれの規則の適用もない。 
 特化則第 1 条は、本規則で用いられる物

質についての規制区分を規定している。ま

ず、「第一類物質」とは、安衛法第 56 条の

製造許可対象物質である。次に、「第二類物

質」とは、主として、慢性障害の発生を防止

するため、ガス、蒸気又は粉じんの発散源を

密閉させる設備又は局所排気装置を設ける

ための設備を必要とする物質をいう。そし

て、「第三類物質」は、設備からの大量漏え

いによる急性中毒を防止するため、一定の

設備を必要とすべき物質を指す。本規則は、

化学物質を大別して、その類型に応じて、蒸

気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、

局所排気装置又はプッシュプル型換気装置

を設けなければならないことなど製造等に

係る措置(第二章(第 3 条から第 8 条))、労働

者が当該特定化学物質により汚染されるこ

とを防止するために、特定化学物により汚
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染されたぼろ、紙くず等については、ふた又

は栓をした不浸透性の容器に納めておく等

の措置を講じなければならない旨(第 12 条

の 2)などを規定する第三章(用後処理(第 9
条から第 12 条の 2))、特定化学設備等を使

用して作業を行うときは第三類物質等の漏

えいを防止するため必要な作業規程を定め、

これにより作業を行うこと(第 20 条)や特定

化学物質を運搬し、又は貯蔵するときは堅

固な容器を使用し、又は確実な包装をし、当

該物質の名称及び取扱い上の注意事項を表

示する措置を講じ、保管については一定の

場所を定めること(第 25 条)などを定める第

四章(漏えいの防止(第 13 条から第 26 条))、
第一類物質又は第二類物質を常時製造し、

又は取り扱う作業を行うときは作業場以外

の場所に休憩室を設け、当該休憩室につい

て汚染防止のための措置を講ずること (第
37 条)や第一類物質又は第二類物質を常時

製造し、又は取り扱う作業を行うときは洗

眼、洗身、うがい等の設備、更衣設備及び洗

濯のための設備を設けること(第 38 条)など

を定める第五章(管理(第 27 条から第 38 条

の 4))において危険防止基準を定めている。 
 そして、ガス、蒸気または粉じんによる労

働者の健康障害を防止するための措置とし

て、第七章(第 43 条から第 45 条)は防護具

についての定めを置いている。本章の規定

は、作業の実態によっては設備上の措置だ

けではなおも不十分な場合、臨時の作業の

場合、異常事態発生の場合等に対処するた

めに、呼吸用保護具、保護衣等の備付けを規

定している。第 43 条(呼吸用保護具)は、特

定化学物質の製造又は取扱いを行う作業場

に、送気マスク等給気式呼吸用防護具、防毒

マスクなどを備え付けることを規定する。

第 44 条(保護具等)は、特定化学物質の第一

類物質及び第二類物質が重度の慢性中毒を

及ぼす物質であることに鑑み、不浸透性の

保護衣、保護手袋及び保護長靴並びに塗布

剤を備え付けることを義務づけている。そ

して、第 45 条(保護具の数等)において、前

2 条により備え付ける保護具等の数並びに

その効果および清潔の保持を規定している。 
 
１．３．６ 高圧則 
 高気圧障害とは、高気圧による減圧症、酸

素、窒素又は炭酸ガスによる中毒その他の

高気圧による健康障害をいい(本規則第 1条

の 2 第 1 号)、治療方法の確立をみていない

障害である。減圧症は、高気圧下の作業時に

呼吸によって体内に取り込まれ、血液や組

織中に溶け込んでいた窒素ガスが、急激に

減圧を実施した際に体内で気化して気泡と

なり、この気泡が血液循環を阻害すること

により血管を閉塞したり、組織を圧迫した

りすることによって発生する障害のことで

ある 22。減圧症は皮膚のぎ走感、そうよう

感や関節痛、神経麻痺やけいれんなどを起

こして、死亡することもある。また、酸素中

毒は、通常の酸素よりも酸素濃度が高い、ま

しくは酸素分圧が高いガスを呼吸すること

により、引き起こされる中毒状態で、肺型酸

素中毒の場合には胸部の痛み、呼吸困難を、

中枢神経型酸素中毒の場合には全身の痙攣

や意識障害が生じる 23。 
 高気圧環境下における労働者の健康障害

が問題となってきた作業は、潜水作業や圧

気工法による土木工事の作業であった。こ

れらの高気圧環境下の作業における労働災

害を防止するため、1961 年に労基法に基づ

く労働省令として「高気圧障害防止規則」
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(昭和 36 年労働省令第 5 号)が制定され、そ

の後、安衛法の施行に伴い、実質的な内容の

変更なく、同法に基づく「高気圧障害防止規

則」(昭和 47 年労働省令第 40 号、以下「旧

高圧則」)となった 24。同規則の目的は、高

気圧下における労働者の健康障害、すなわ

ち潜函等圧気工法(図参照)による土木工事

の作業における高気圧障害の防止と潜水作

業における減圧症の防止であった。 
 しかし、1976 年 2 月に栃木県の大瀬橋建

設工事において潜函工法(ニューマチック

ケーソン工法)が取られていたところ、一酸

化炭素を含んだ空気が潜函内に送給され、

潜函内で作業していた労働者 6 人が一酸化

炭素中毒で死亡する事故が発生した。この

事故を契機に、それまで安全衛生規則第 2
編「安全基準」に規定されていた「圧気工法

による加圧下の作業場所における労働者の

危険防止」の規定と、旧高圧則による高気圧

環境下の作業における労働者の健康障害防

止の規定を併せ、これらの規制内容をさら

に充実させたのが 1977 年 3 月に公布され

た高圧則(昭和 52 年労働省令第 2 号)である

(施行は同年 4 月 1 日)。本規則の施行に関

して、「高気圧障害防止規則及び労働安全衛

生規則の一部を改正する省令の施行につい

て」(昭和 52 年 4 月 25 日基発 246 号)は、

この改正の趣旨を以下のとおり説明する。 
 「今回の改正は、潜函工事等における最近

の労働災害発生状況にかんがみ、次の事項

を要点として行われたものである。 
① 高気圧業務に係る危険及び健康障害

を防止するため、一部の規定を除き、規制の

対象を、高圧室内業務にあっては大気圧を

超える気圧下における作業に、潜水業務に

あっては水面下における作業にまで拡大し

たこと。 
② 空気圧縮機による空気圧縮過程から

作業室等の排気管からの排気過程に至るま

での圧気工法全体をシステムとしては握し、

これに係る設備及び作業方法について規制

を整備することにより高圧室内作業者につ

いて、減圧症の防止に加えて危険及び一酸

化炭素中毒その他の健康障害を防止するこ

ととしたこと。 
これに伴い、従来労働安全衛生規則に規

定されていた圧気工法による加圧下の作業

場所における労働者の危険防止のための規

定を、高気圧障害防止規則……に移し、その

題名を高気圧作業安全衛生規則と改めたこ

と。」 
 ①では旧高圧則における適用対象作業の

範囲を拡大することで、大瀬橋事故と同様

の事故の再発防止と減圧症など労働者の健

康障害を防止するための改正が行われ、ま

た、②では潜函作業の安全を確保するため、

空気圧縮機による空気圧縮過程から作業室

等の排気管からの排気過程に至るまでの圧

気工法全体をシステムとして把握する必要

があることから、異常温度の自動警報装置

や気こう室内部の状態を把握することがで

きるのぞき窓等の措置など潜函工事に関す

るいくつかの規定が改正された 25。 
 本規則 26は、第 2 章に設備に係る規制が

置かれており、第 1 節(第 2 条から第 7 条の

34)は高圧室内業務に関する規制として、例

えば作業室の気積(第 2 条)、気こう室の床面

積および気積(第 3 条)、送気管の配管等(第
4 条)、空気清浄装置の設置(第 5 条)、排気

管の配管(第 6 条)、圧力計(第 7 条)、異常温

度の自動警報装置に係る規定、第 2 節(第 8
条、9 条)は潜水業務の規制として、送気を
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(昭和 36 年労働省令第 5 号)が制定され、そ

の後、安衛法の施行に伴い、実質的な内容の

変更なく、同法に基づく「高気圧障害防止規

則」(昭和 47 年労働省令第 40 号、以下「旧

高圧則」)となった 24。同規則の目的は、高

気圧下における労働者の健康障害、すなわ

ち潜函等圧気工法(図参照)による土木工事

の作業における高気圧障害の防止と潜水作

業における減圧症の防止であった。 
 しかし、1976 年 2 月に栃木県の大瀬橋建

設工事において潜函工法(ニューマチック

ケーソン工法)が取られていたところ、一酸

化炭素を含んだ空気が潜函内に送給され、

潜函内で作業していた労働者 6 人が一酸化

炭素中毒で死亡する事故が発生した。この

事故を契機に、それまで安全衛生規則第 2
編「安全基準」に規定されていた「圧気工法

による加圧下の作業場所における労働者の

危険防止」の規定と、旧高圧則による高気圧

環境下の作業における労働者の健康障害防

止の規定を併せ、これらの規制内容をさら

に充実させたのが 1977 年 3 月に公布され

た高圧則(昭和 52 年労働省令第 2 号)である

(施行は同年 4 月 1 日)。本規則の施行に関

して、「高気圧障害防止規則及び労働安全衛

生規則の一部を改正する省令の施行につい

て」(昭和 52 年 4 月 25 日基発 246 号)は、

この改正の趣旨を以下のとおり説明する。 
 「今回の改正は、潜函工事等における最近

の労働災害発生状況にかんがみ、次の事項

を要点として行われたものである。 
① 高気圧業務に係る危険及び健康障害

を防止するため、一部の規定を除き、規制の

対象を、高圧室内業務にあっては大気圧を

超える気圧下における作業に、潜水業務に

あっては水面下における作業にまで拡大し

たこと。 
② 空気圧縮機による空気圧縮過程から

作業室等の排気管からの排気過程に至るま

での圧気工法全体をシステムとしては握し、

これに係る設備及び作業方法について規制

を整備することにより高圧室内作業者につ

いて、減圧症の防止に加えて危険及び一酸

化炭素中毒その他の健康障害を防止するこ

ととしたこと。 
これに伴い、従来労働安全衛生規則に規

定されていた圧気工法による加圧下の作業

場所における労働者の危険防止のための規

定を、高気圧障害防止規則……に移し、その

題名を高気圧作業安全衛生規則と改めたこ

と。」 
 ①では旧高圧則における適用対象作業の

範囲を拡大することで、大瀬橋事故と同様

の事故の再発防止と減圧症など労働者の健

康障害を防止するための改正が行われ、ま

た、②では潜函作業の安全を確保するため、

空気圧縮機による空気圧縮過程から作業室

等の排気管からの排気過程に至るまでの圧

気工法全体をシステムとして把握する必要

があることから、異常温度の自動警報装置

や気こう室内部の状態を把握することがで

きるのぞき窓等の措置など潜函工事に関す

るいくつかの規定が改正された 25。 
 本規則 26は、第 2 章に設備に係る規制が

置かれており、第 1 節(第 2 条から第 7 条の

34)は高圧室内業務に関する規制として、例

えば作業室の気積(第 2 条)、気こう室の床面

積および気積(第 3 条)、送気管の配管等(第
4 条)、空気清浄装置の設置(第 5 条)、排気

管の配管(第 6 条)、圧力計(第 7 条)、異常温

度の自動警報装置に係る規定、第 2 節(第 8
条、9 条)は潜水業務の規制として、送気を
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調節する空気槽の設置(第 8 条)、空気清浄装

置、圧力計または流量計の設置(第 9 条)の規

制が設けられている。また、平成 27 年には、

気こう室内に自動記録圧力計を設けること

(第 7 条第 6 項)などの改正がなされた。第 3
章には業務管理に係る規制が置かれ(第 2節

(第 12 条の 2 から第 26 条)高圧室内業務の

管理)、高圧室内業務を行うときは、高気圧

障害を防止するため、あらかじめ、高圧室内

作業に関する計画を定めること(第 12 条の

2)及び必要のある者以外の者が気こう室及

び作業室に立ち入ることを禁止し、その旨

を潜函、潜鐘、圧気シールド等の外部の見や

すい場所に掲示しなければならないこと

(第 13条)のほか、ガス分圧の制限(第 15条)、
酸素曝露量の制限(第 16 条)、有害ガスの抑

制(第 17 条)など事業主が講ずべき措置、気

こう室において高圧室内作業者に減圧を行

うときの速度等(第 18 条)を規定している。 
 
１．３．７ 電離則 
 電離放射線とは、物質に吸収されるとそ

の物質をイオン化(電荷的に中性の物質を

プラスやマイナスの電荷を持つイオンにす

ること)させる作用のある電磁波及び粒子

であり、人体に様々な障害を及ぼすのみで

なく、寿命の短縮及び遺伝への影響もある

といわれる物質である。 
第二次世界大戦後の経済復興、産業の発

展に伴い、事業場、医療機関、研究所などに

おいて、エックス線装置や放射性物質の利

用が急速に増えてきた一方で、電離放射線

に対する人々の知識は乏しく、それゆえに

事故や健康障害が発生する実態が多く見ら

れた。そこで、昭和 20 年代後半、放射性物

質による健康障害の防止について、様々な

行政通達が発せられた。さらに、昭和 30 年

代に入ると、①「放射性同位元素等による放

射線障害の防止に関する法律」(昭和 32 年

6 月 10 日法律第 167 号)に対応して、労働

基準法の面からそれまでよりも充実した規

制の必要性が生じたこと、②技術革新に伴

い、電離放射線を取り扱う範囲が拡大され

たため、それによる健康障害の防止を図る

必要が生じたことから、労働省は特別規則

制定に向けた取り組みを開始し、昭和 34 年

に電離則(労働省令第 11 号)を公布・施行す

るに至った 27。 
その後、同規則は昭和 33 年に国際放射線

防護委員会(ICRP)の勧告による全面改正

(昭和 38 年労働省令第 21 号(昭和 38 年 12
月 28 日公布、昭和 39 年 1 月 1 日施行))を
経て、昭和 47 年労働安全衛生法の制定に伴

い、新たな規則として発足した。 
しかし、1971 年 9 月、造船所で非破壊検

査用の放射線源(ステンレスの鉛筆のよう

な形状のもの)に触れたり、近くで眺めたり

した労働者 6 名が被ばくし、放射線急性障

害を訴えた事故をはじめ、非破壊検査で使

用される装置の放射線源による事故が次々

と発生し、社会的注目を集めることとなっ

たため、労働省は「電離放射線障害防止対策

要綱」(昭和 48 年 3 月 12 日付基発第 121
号)を定めるなどの対応をとるなどの規制

強化を図った。 
また、1999 年 9 月の東海村 JCO 臨界事

故を受けて、同種災害の再発防止を図るた

め、電離放射線障害予防規則の改正が行わ

れた(平成 11 年 11 月 30 日労働省令第 46
号)。さらに、2011 年 3 月に起こった東日

本大震災による東京電力福島第一原子力発

電所(東電福島原発)の事故の際にも、事態に
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対応するための同規則の改正や、放射性物

質により汚染された土壌等を除染するため

の業務に係る電離放射線障害防止規則(除
染電離則)の制定が行われている。 
本規則第 2 章は管理区域並びに染料の限

度及び測定について定めており、放射線業

務を行う事業者が一定の区域を標識で明示

しなければならないこと(第 3 条)、施設等の

線量の限度(第 3 条の 2)、放射線業務従事者

の被ばく限度(第 4 条から第 7 条の 2)、線量

の測定(第 8 条)など事業主が講じるべき措

置を規定している。 
また、第 4 章は汚染の防止についての定

めを置いており、事業主が労働者に防護具

(第 38 条、第 39 条)、作業衣(第 40 条)を使

用させなければならないこと、防護具又は

作業衣が汚染されている場合には汚染を除

去するまで労働者に使用させてはならない

こと(第 41 条)を規定している。 
 
１．３．８ 酸欠則 
 昔から、古井戸の中には炭酸ガスがたま

り酸素濃度が低下するから危険、飼料貯蔵

庫(サイロ)やバナナ熟成室では内部に置か

れた植物の呼吸により酸素が消費されるか

ら危険、と言われるなど、社会生活において

は古くから酸素欠乏の危険性が認識されて

いた。 
 労働者における酸素欠乏症が注目を集め

たのは、昭和 36 年 8 月(江戸橋事故)、翌 37
年 4 月(神田橋事故)、同年 9 月(一石橋事故)
に、東京都内での高速道路工事現場で相次

いで作業員の死亡事故が発生し、その原因

が酸欠空気であることが明らかとなったこ

とである 28。これらの事故を受けて、東京

都労働基準局は昭和 37 年 9 月に「酸欠調査

委員会」を発足させ、酸欠事故の実態調査等

を行い、その調査結果は、昭和 42 年 11 月、

「酸素欠乏症の防止について」の労働省通

達に活かされた。 
 しかし、その後も、昭和 42 年 6 月に製薬

会社のタンク内で労働者が倒れたり、同年

7 月に最高裁判所新築工事現場で労働者が

死亡したりするなど酸素欠乏症による災害

はなくならなかった。 
 このような状況下で、「酸素欠乏となるお

それのある場所」を特定し、その場所での対

策を検討して、法制化する準備が進められ

た。その結果、昭和 43 年 11 月に「酸素欠

乏症防止対策要綱」が公表されたものの、酸

素欠乏症の発生は増加の一途をたどったた

め、行政指導の限界を越えて一層有効に災

害発生を防止するために、防止規則を単独

規則として新しく制定することとなり、昭

和 46 年 11 月、労働基準法に基づく労働省

令として、「酸素欠乏症防止規則」(昭和 46
年労働省令第 26 号)が制定された 29。 
 同規則の制定後、酸素欠乏症による災害

は減少したものの、昭和 55 年 9 月に滋賀県

彦根市の清掃センターごみ焼却炉の汚水処

理施設で、配管の詰まりを取り除こくため

に汚水槽に入った労働者が倒れ、救助しよ

うとして入った労働者も倒れ、5 人が死亡

する事故が発生した。この事故の原因は硫

化水素であり、酸素濃度は酸素欠乏症防止

規則に基準(酸素 18%未満)にはなっていな

かった。この事故を契機として、昭和 57 年

5 月、酸素欠乏症と同時に発生するおそれ

のある硫化水素中毒も視野に入れた省令へ

と改正され、従来の名称に「等」を加えた酸

欠則が制定された。 
 そのため、酸素欠乏の空気を吸入するお
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対応するための同規則の改正や、放射性物

質により汚染された土壌等を除染するため

の業務に係る電離放射線障害防止規則(除
染電離則)の制定が行われている。 
本規則第 2 章は管理区域並びに染料の限

度及び測定について定めており、放射線業

務を行う事業者が一定の区域を標識で明示

しなければならないこと(第 3 条)、施設等の

線量の限度(第 3 条の 2)、放射線業務従事者

の被ばく限度(第 4 条から第 7 条の 2)、線量

の測定(第 8 条)など事業主が講じるべき措

置を規定している。 
また、第 4 章は汚染の防止についての定

めを置いており、事業主が労働者に防護具

(第 38 条、第 39 条)、作業衣(第 40 条)を使

用させなければならないこと、防護具又は

作業衣が汚染されている場合には汚染を除

去するまで労働者に使用させてはならない

こと(第 41 条)を規定している。 
 
１．３．８ 酸欠則 
 昔から、古井戸の中には炭酸ガスがたま

り酸素濃度が低下するから危険、飼料貯蔵

庫(サイロ)やバナナ熟成室では内部に置か

れた植物の呼吸により酸素が消費されるか

ら危険、と言われるなど、社会生活において

は古くから酸素欠乏の危険性が認識されて

いた。 
 労働者における酸素欠乏症が注目を集め

たのは、昭和 36 年 8 月(江戸橋事故)、翌 37
年 4 月(神田橋事故)、同年 9 月(一石橋事故)
に、東京都内での高速道路工事現場で相次

いで作業員の死亡事故が発生し、その原因

が酸欠空気であることが明らかとなったこ

とである 28。これらの事故を受けて、東京

都労働基準局は昭和 37 年 9 月に「酸欠調査

委員会」を発足させ、酸欠事故の実態調査等

を行い、その調査結果は、昭和 42 年 11 月、

「酸素欠乏症の防止について」の労働省通

達に活かされた。 
 しかし、その後も、昭和 42 年 6 月に製薬

会社のタンク内で労働者が倒れたり、同年

7 月に最高裁判所新築工事現場で労働者が

死亡したりするなど酸素欠乏症による災害

はなくならなかった。 
 このような状況下で、「酸素欠乏となるお

それのある場所」を特定し、その場所での対

策を検討して、法制化する準備が進められ

た。その結果、昭和 43 年 11 月に「酸素欠

乏症防止対策要綱」が公表されたものの、酸

素欠乏症の発生は増加の一途をたどったた

め、行政指導の限界を越えて一層有効に災

害発生を防止するために、防止規則を単独

規則として新しく制定することとなり、昭

和 46 年 11 月、労働基準法に基づく労働省

令として、「酸素欠乏症防止規則」(昭和 46
年労働省令第 26 号)が制定された 29。 
 同規則の制定後、酸素欠乏症による災害

は減少したものの、昭和 55 年 9 月に滋賀県

彦根市の清掃センターごみ焼却炉の汚水処

理施設で、配管の詰まりを取り除こくため

に汚水槽に入った労働者が倒れ、救助しよ

うとして入った労働者も倒れ、5 人が死亡

する事故が発生した。この事故の原因は硫

化水素であり、酸素濃度は酸素欠乏症防止

規則に基準(酸素 18%未満)にはなっていな

かった。この事故を契機として、昭和 57 年

5 月、酸素欠乏症と同時に発生するおそれ

のある硫化水素中毒も視野に入れた省令へ

と改正され、従来の名称に「等」を加えた酸

欠則が制定された。 
 そのため、酸素欠乏の空気を吸入するお
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それのある作業場所を広く列挙し、これを

酸素欠乏危険場所として対象範囲を定め、

これらの場所について作業環境の整備、測

定その他酸素欠乏症又は硫化水素中毒を防

止するための措置が確保されるよう、酸素

則が制定された。 
本規則において、労働者の健康障害を防

止するために事業主が講じるべき措置には

次のものがある 30。 
本規則第 2 章は、酸素欠乏危険作業に労

働者を従事させる場合において酸素欠乏症

等を防止するために講ずべき作業環境測定、

換気、人員の点検、立ち入り禁止、作業主任

者の選任、特別の教育の実施、退避等の措置

について規定している。第 5 条は酸素欠乏

作業に労働者を従事される場合に、当該作

業を行う場所の酸素および硫化水素の濃度

を保つために換気を行うことを事業者に義

務づけている。また、第 5 条の 2 は、換気

を行うことができない場合、又は換気を行

うことが著しく困難な場合に、事業主が労

働者に保護具を使用させること、および労

働者には事業主の命令に従い保護具を使用

することを義務づけている。さらに、第 6 条

は、労働者が酸素欠乏等の空気を呼吸して

よろめき、又は、失神することにより転落し

危害を受けることを防止するために、転落

のおそれのある場所では、安全帯を使用さ

せなければならない旨を定めている。 
 また、第 3 章は特殊な作業における防止

措置が定められており、第 25 条の 2 には、

し尿等腐敗しやすくまたは分解しやすい物

質を入れてあるポンプ等の設備の改造等を

行う場合に講じるべき必要な措置が規定さ

れている。 
 

１．３．９ 粉じん則 
 粉じん作業に従事する労働者が長期間粉

じんを吸引し続けると肺に組織変化をきた

し、じん肺という病気になる。粉じんの種類

によってけい肺、溶接肺、炭素肺などと呼ば

れるものの、有効な治療方法は確立されて

いない。このことから、昭和 35 年にじん肺

の早期発見と適切な健康管理を目的として

じん肺法が制定施行された 31。 
 しかしながら、じん肺有所見者数に鑑み、

昭和 52 年にじん肺法が改正された。その際

に、じん肺の健康管理とあわせて、職場にお

ける粉じんの規制を強化し、粉じん障害の

予防を図るべきであるという意見が強く出

されたため、労働省は昭和 53 年に「粉じん

障害防止規則案要綱」を作成したものの、同

要綱に対する不十分さが労組から指摘され

たことから、同要綱に若干の修正を加えて

粉じん則が制定された 32。 
 本規則において、労働者の健康障害を防

止するために事業主が講じるべき措置には

次のものがある 33。 
第 2 章は、安衛法第 22 条に基づき、粉じ

んの発散を防止するため又は粉じんを減少

させるために必要な設備等の基準を定めて

いる。第 4 条は特定粉じん発生源に対して

①密閉する設備を設置すること、②局所排

気装置を設置すること、③プッシュプル型

換気装置を設置すること、④湿潤な状態に

保つための設備を設置すること等の措置を

定めている。第 5 条、および第 6 条から第

6 条の 4 は特定粉じん作業以外の粉じん作

業を行う場合の措置について定めている。

さらに、第 6 章は労働者が粉じんを吸入す

ることを防ぐために必要な保護具について、

労働者にこれを使用させるべき事業者の責
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務と、これを着用すべき労働者の義務を定

めている。第 27 条は、一定の作業に労働者

を従事させる場合に、当該作業に従事する

労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる

ことを事業主に義務づけている。 
 

１．３．１０ 石綿則 
 石綿は天然の鉱物で、有用な物質として

古くから利用されてきたが、発がん性など

の人体への影響があり、日本を含めて 60 ヵ

国以上ではすでに輸入や使用が禁止されて

いる。石綿は非常に強力な発がん性物質で

あり、肺がん、中脾腫を発生させ、その特徴

は中脾腫の潜伏期間は平均 40 年、肺がんは

30～40 年とされ、非常に長いことにある。 
 本規則の制定以前、石綿による健康障害

の予防については、労働安全衛生法、特化則

等に基づき必要な措置を講じてきたところ、 
石綿を含有する製品の製造等が禁止された

(平成 6 年、平成 16 年)ため、国内の石綿使

用料は大幅に減少した。 
他方で、1970 年代後半から 1980 年代に

かけて建設された石綿が含まれる建材を使

用した建設物等の解体等の作業が増加する

ことが予想され、石綿ばく露防止対策は、建

築物等の解体作業が中心となり、事業主が

講じるべき措置の内容が特化則に定める他

の化学物質とは大きくことなることから、

新たに建築物の解体等の作業における石綿

ばく露防止対策等の充実を図った単独の規

則として、石綿則(平成 17 年厚生労働省令

第 21 号)を制定、公布し、石綿による健康

障害の予防対策の一層の推進を図ることと

した。特化則から石綿則に移行するにあた

って規制が充実強化された主要な対策は、

①石綿等(＝石綿及び石綿を 1%を超えて含

有する製品等)が使用されている建築物等

の解体等の作業における石綿ばく露防止対

策、②石綿等が吹き付けられている建築物

の管理、③石綿含有製品の計画的な代替化

の促進であった 34。 
くしくも、本規則が定められた 2005 年

は、兵庫県尼崎市大手機械メーカー「クボ

タ」旧神崎工場の元従業員 79 名が石綿疾患

で死亡していることが明らかになったほか、

周辺住民にも石綿疾患が発生していること

が報道され、石綿による健康被害が社会問

題となった年でもあった(「クボタ・ショッ

ク」)。 
 本規則において、労働者の健康障害を防

止するために事業主が講じるべき措置には

次のものがある 35。 
 まず、本規則第二章は石綿等を取り扱う

業務等に係る措置を定めており、解体等の

業務に係る措置(第一節)では、建築物、工作

物又は船舶の解体、破砕等の作業、吹付け石

綿等の封じ込めまたは囲い込みの作業にお

いて、労働者の健康障害を防止するため、あ

らかじめ、石綿等の使用の有無を目視、設計

図書等により調査し、その結果を記録する

とともに、当該調査の結果、石綿等の使用の

有無が明らかとならなかったときは、石綿

等の使用の有無を分析により調査し、その

結果を記録することを事業者に求めている

(第 3 条)。また、事業者、第 3 条の事前調査

の結果を踏まえて作業計画を作成し、当該

作業計画により作業を行わせること(第 4
条)、保湿剤等の除去作業、吹付け石綿等の

囲い込みの作業について、当該作業場所に

当該作業に従事する労働者以外の立ち入り

を原則として禁止し、およびその旨の表示

をしなければならないこと(第 7 条)などを
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務と、これを着用すべき労働者の義務を定

めている。第 27 条は、一定の作業に労働者

を従事させる場合に、当該作業に従事する

労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる

ことを事業主に義務づけている。 
 

１．３．１０ 石綿則 
 石綿は天然の鉱物で、有用な物質として

古くから利用されてきたが、発がん性など

の人体への影響があり、日本を含めて 60 ヵ

国以上ではすでに輸入や使用が禁止されて

いる。石綿は非常に強力な発がん性物質で

あり、肺がん、中脾腫を発生させ、その特徴

は中脾腫の潜伏期間は平均 40 年、肺がんは

30～40 年とされ、非常に長いことにある。 
 本規則の制定以前、石綿による健康障害

の予防については、労働安全衛生法、特化則

等に基づき必要な措置を講じてきたところ、 
石綿を含有する製品の製造等が禁止された

(平成 6 年、平成 16 年)ため、国内の石綿使

用料は大幅に減少した。 
他方で、1970 年代後半から 1980 年代に

かけて建設された石綿が含まれる建材を使

用した建設物等の解体等の作業が増加する

ことが予想され、石綿ばく露防止対策は、建

築物等の解体作業が中心となり、事業主が

講じるべき措置の内容が特化則に定める他

の化学物質とは大きくことなることから、

新たに建築物の解体等の作業における石綿

ばく露防止対策等の充実を図った単独の規

則として、石綿則(平成 17 年厚生労働省令

第 21 号)を制定、公布し、石綿による健康

障害の予防対策の一層の推進を図ることと

した。特化則から石綿則に移行するにあた

って規制が充実強化された主要な対策は、

①石綿等(＝石綿及び石綿を 1%を超えて含

有する製品等)が使用されている建築物等

の解体等の作業における石綿ばく露防止対

策、②石綿等が吹き付けられている建築物

の管理、③石綿含有製品の計画的な代替化

の促進であった 34。 
くしくも、本規則が定められた 2005 年

は、兵庫県尼崎市大手機械メーカー「クボ

タ」旧神崎工場の元従業員 79 名が石綿疾患

で死亡していることが明らかになったほか、

周辺住民にも石綿疾患が発生していること

が報道され、石綿による健康被害が社会問

題となった年でもあった(「クボタ・ショッ

ク」)。 
 本規則において、労働者の健康障害を防

止するために事業主が講じるべき措置には

次のものがある 35。 
 まず、本規則第二章は石綿等を取り扱う

業務等に係る措置を定めており、解体等の

業務に係る措置(第一節)では、建築物、工作

物又は船舶の解体、破砕等の作業、吹付け石

綿等の封じ込めまたは囲い込みの作業にお

いて、労働者の健康障害を防止するため、あ

らかじめ、石綿等の使用の有無を目視、設計

図書等により調査し、その結果を記録する

とともに、当該調査の結果、石綿等の使用の

有無が明らかとならなかったときは、石綿

等の使用の有無を分析により調査し、その

結果を記録することを事業者に求めている

(第 3 条)。また、事業者、第 3 条の事前調査

の結果を踏まえて作業計画を作成し、当該

作業計画により作業を行わせること(第 4
条)、保湿剤等の除去作業、吹付け石綿等の

囲い込みの作業について、当該作業場所に

当該作業に従事する労働者以外の立ち入り

を原則として禁止し、およびその旨の表示

をしなければならないこと(第 7 条)などを
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規定している。第二節は、労働者が石綿等に

ばく露するおそれがある建築物等における

業務に係る措置として、当該石綿等の除去、

封じ込め、囲い込み等の措置を講じなけれ

ばならないこと、また労働者を臨時に就業

させる場合には、当該労働者に呼吸用保護

具および保護衣または作業衣を使用させ、

労働者は当該保護具等の使用を命じられた

ときはこれを使用しなければならないこと

を規定している(第 10 条)。また、第三節で

は、石綿等を取り扱う業務等に係るその他

の措置として、石綿等の切断等の作業に労

働者を従事させるときには、労働者のばく

露防止の徹底を図るために、当該労働者に

呼吸用保護具を使用させることを事業者に

義務づけている(第 14 条)。 
 そして、石綿等を取扱い、もしくは試験研

究のため製造または石綿分析用試料等を製

造する作業場において、常時当該作業をす

る労働者については、その作業の記録およ

び事故による汚染の概要を記録し、これを

保存させることを使用者に義務づけている

(第 35 条)。記録の保存期間は、石綿による

疾患の潜伏期間が長期であることを踏まえ、

石綿等を取り扱う作業場において当該労働

者が常時当該作業に従事しないこととなっ

た日から 40 年間保存しなければならない。 
 
１．４  罰則 

事業者が、本条に違反して必要な措置を

講じない場合には、六カ月以下の懲役又は

50 万円以下の罰金に処せられる(安衛法

119 条 1 号)。 
 
２ 沿革 

工場法(明治 44年 3 月 29日 法律第 46 号) 

・第 13 条「行政官廳ハ命令ノ定ムル所ニ依

リ工場及付属建設物竝設備カ危害ヲ生シ又

ハ衛生、風紀其ノ他公益ヲ害スル虞アリト

認ムルトキハ豫防又ハ除害ノ為必要ナル事

項ヲ工業主ニ命シ必要ト認ムルトキハ其ノ

全部又ハ一部ノ使用ヲ停止スルコトヲ得」 

 

工場危害予防及衛生規則(昭和 4 年 6 月 20
日 内務省令第 24 号) 
・第 26 条「瓦斯、蒸気又ハ粉塵ヲ発散シ衛

生上有害ナル場所又ハ爆発ノ虞アル場所ニ

ハ之ガ危害ヲ予防スル為其ノ排出密閉其ノ

他適当ナル設備ヲ為スベシ」 
・第 27 条「左ニ掲グル場所ニハ必要アル者

以外ノ者ノ立入ルコトヲ禁止シ其ノ旨掲示

スベシ 
 一 爆発性、発火性又ハ引火性料品ノ製

造、取扱又ハ貯蔵ヲ為ス場所 
 二 毒劇薬、毒劇物又ハ其ノ他ノ有害料

品ノ製造又ハ取扱ヲ為ス場所 
 三 瓦斯、蒸気又ハ粉塵ヲ発散シ衛生上

有害ナル場所 
 四 多量ノ高熱物体ヲ取扱フ場所 
 前項ニ依リ禁止セラレタル場所ニハ職工

ハ濫リニ立入ルコトヲ得ズ 
 地方長官ハ第一項ノ場所ニ於ケル作業ニ

関シ他種ノ作業ノ禁止其ノ他必要ナル事項

ヲ命ズルコトヲ得」 
・第 28 条「研磨機ニ依ル金属研磨、炭酸含

有清涼飲料水ノ罎詰其ノ他物体ノ飛来ノ虞

アル作業、高熱物体又ハ毒劇薬、毒劇物ノ製

造又ハ取扱ヲ為ス作業、有害光線ニ曝露ス

ル作業、多量ノ粉塵又ハ有害ノ瓦斯、蒸気若

ハ粉塵ヲ発散スル場所ニ於ケル作業其ノ他

危害ノ虞アリ又ハ衛生上有害ナル作業ニ於

テハ之ニ従事スル職工ニ使用セシムル為適
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当ナル保護具ヲ備フベシ」 
・第 29 条「衛生上有害ナル瓦斯、蒸気又ハ

粉塵ヲ発散スル工場ニ於テハ当該職工ノ為

適当ナル食事ノ場所ヲ設クベシ但シ当該職

工ガ工場内ニ於テ食事ヲ為サザル場合ニハ

此ノ限ニ在ラズ 
 毒劇薬、毒劇物其ノ他有害料品ノ取扱ヲ

為ス工場、多量ノ粉塵ヲ発散スル工場其ノ

他ノ工場ニシテ作業ノ為身体ヲ汚染スル工

場ニ於テハ適当ナル洗面装置ヲ設ケ必要品

ヲ備フベシ 
 前二項ノ工場又ハ高熱物体ヲ取扱フ工場

ニ於テ地方長官必要ト認ムルトキハ飲料水

ノ供給又ハ食事ノ場所、更衣所、含嗽装置若

ハ浴場ノ設置ヲ命ズルコトヲ得」 
・第 30 条「織機ノ杼ガ杼通ノ為緒ヲ吸出ス

必要アルモノニ在リテハ緒引出具ヲ備フベ

シ 
 職工ハ杼通ノ為緒ヲ吸出スベカラズ」 

  

労基法旧 42 条 
 「使用者は、機械、器具その他も設備、原

料若しくは材料又はガス、蒸気、粉じん等に

よる危害を防止するために、必要な措置を

講じなければならない。」 

 
戦前、工場法 13 条は工場及び附属建設物

並びに設備が危害を生じ又は衛生風紀その

他公益を害するおそれがあるときに必要な

事項を命じ得ることを規定しており 、特定

の場合に行政官庁が命令を出すことを定め

ていた。そして、工場危害予防及衛生規則に

は、ガスや蒸気、粉じんなど労働者の生命、

身体および健康に被害を及ぼすおそれの危

害要因について、排出密閉などの適当な設

備をすることや必要のある者以外を立ち入

り禁止とすること、そして作業に従事する

職工に防護具を使用させることなど、工場

主が講じるべき措置が定められていた。工

場法当時に、現代における安衛則の衛生基

準や各特別衛生規則に規定されている必要

な措置につながる内容がすでに定められて

いた。 
第二次大戦後、1947 年に制定された労働

基準法 42 条は設備及び原材料を危害防止

の対象とし、安全及び衛生のために考慮さ

れるべき重要事項を例示しながら、使用者

に安全衛生上必要な措置を採るべき一般的

義務を課した 。 
また、労基法の立法作業と並行して、安衛

則の原案作成が行われていた。当時、安全衛

生に関する法規は、工場法施行令、工場法施

行規則、工場危害予防及衛生規則など様々

な規則があった。これらの法規は労基法の

関連条項に基づいて検討、整理され、またこ

れらを骨子として、国際労働機関(ILO)の条

約や勧告を参考にしながら、さらに工場監

督行政の体験から得た必要事項を加えて原

案を作成した後、数回の公聴会を経て、1947
年 11 月 1 日から安衛則が施行された 36。 

労基法旧第 42 条における「必要な措置」

は同法第 45 条の規定に基づき安全衛生規

則等の諸規則において定められることとさ

れていたところ、その中には、その後の安衛

法の制定に際して法律事項とされた作業主

任者、安全・衛生委員会、労働災害発生の急

迫した危険があるときの労働者の退避、定

期自主検査、検定、作業環境測定、有害業務

の作業時間の制限、技能講習等の事項も規

定されていたことを踏まえると、本条は労

基法旧 42 条と同質のものとして、もう少し

例示を細かく整えた形で整備されたものと
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当ナル保護具ヲ備フベシ」 
・第 29 条「衛生上有害ナル瓦斯、蒸気又ハ

粉塵ヲ発散スル工場ニ於テハ当該職工ノ為

適当ナル食事ノ場所ヲ設クベシ但シ当該職

工ガ工場内ニ於テ食事ヲ為サザル場合ニハ

此ノ限ニ在ラズ 
 毒劇薬、毒劇物其ノ他有害料品ノ取扱ヲ

為ス工場、多量ノ粉塵ヲ発散スル工場其ノ

他ノ工場ニシテ作業ノ為身体ヲ汚染スル工

場ニ於テハ適当ナル洗面装置ヲ設ケ必要品

ヲ備フベシ 
 前二項ノ工場又ハ高熱物体ヲ取扱フ工場

ニ於テ地方長官必要ト認ムルトキハ飲料水

ノ供給又ハ食事ノ場所、更衣所、含嗽装置若

ハ浴場ノ設置ヲ命ズルコトヲ得」 
・第 30 条「織機ノ杼ガ杼通ノ為緒ヲ吸出ス

必要アルモノニ在リテハ緒引出具ヲ備フベ

シ 
 職工ハ杼通ノ為緒ヲ吸出スベカラズ」 

  

労基法旧 42 条 
 「使用者は、機械、器具その他も設備、原

料若しくは材料又はガス、蒸気、粉じん等に

よる危害を防止するために、必要な措置を

講じなければならない。」 

 
戦前、工場法 13 条は工場及び附属建設物

並びに設備が危害を生じ又は衛生風紀その

他公益を害するおそれがあるときに必要な

事項を命じ得ることを規定しており 、特定

の場合に行政官庁が命令を出すことを定め

ていた。そして、工場危害予防及衛生規則に

は、ガスや蒸気、粉じんなど労働者の生命、

身体および健康に被害を及ぼすおそれの危

害要因について、排出密閉などの適当な設

備をすることや必要のある者以外を立ち入

り禁止とすること、そして作業に従事する

職工に防護具を使用させることなど、工場

主が講じるべき措置が定められていた。工

場法当時に、現代における安衛則の衛生基

準や各特別衛生規則に規定されている必要

な措置につながる内容がすでに定められて

いた。 
第二次大戦後、1947 年に制定された労働

基準法 42 条は設備及び原材料を危害防止

の対象とし、安全及び衛生のために考慮さ

れるべき重要事項を例示しながら、使用者

に安全衛生上必要な措置を採るべき一般的

義務を課した 。 
また、労基法の立法作業と並行して、安衛

則の原案作成が行われていた。当時、安全衛

生に関する法規は、工場法施行令、工場法施

行規則、工場危害予防及衛生規則など様々

な規則があった。これらの法規は労基法の

関連条項に基づいて検討、整理され、またこ

れらを骨子として、国際労働機関(ILO)の条

約や勧告を参考にしながら、さらに工場監

督行政の体験から得た必要事項を加えて原

案を作成した後、数回の公聴会を経て、1947
年 11 月 1 日から安衛則が施行された 36。 

労基法旧第 42 条における「必要な措置」

は同法第 45 条の規定に基づき安全衛生規

則等の諸規則において定められることとさ

れていたところ、その中には、その後の安衛

法の制定に際して法律事項とされた作業主

任者、安全・衛生委員会、労働災害発生の急

迫した危険があるときの労働者の退避、定

期自主検査、検定、作業環境測定、有害業務

の作業時間の制限、技能講習等の事項も規

定されていたことを踏まえると、本条は労

基法旧 42 条と同質のものとして、もう少し

例示を細かく整えた形で整備されたものと
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いうことができる 。 
 
３． 背景となった災害 
 本条は、労働者に及ぼす健康障害の重要

なものを抽象的かつ広範囲で列挙している

こと、そして具体的な内容は関連規則委ね

られていることから、本条に定める危害防

止基準を制定する際に背景となった災害を

特定することは困難であると思われる。 
 ただ、以下の 2 点について指摘できると

思われる。 
まず、本条に関連する衛生特別規則の制

定および改正についての背景となった災害

については、前述のとおりである。また、直

接的に背景となった災害が特定できていな

い特別衛生規則の中には、例えば鉛則や特

化則のように中毒者数の実態調査により労

働者の健康被害が明らかになったことから

定められたと推察される規則も複数存在し、

化学物質による健康障害は災害的出来事の

みならず、労働者の健康被害の実態が規則

制定の背景となっているといえよう。 
また、すでに大正時代末期から金属中毒

や粉塵による健康障害は職業病として注目

され 37、そして工場法施行当時の昭和初期

においても金属中毒(鉛中毒、水銀中毒、有

機金属中毒、クロム中毒)、粉じんと塵肺、

各種ガス中毒(一酸化炭素中毒、有期商材中

毒)に関する多くの事故が発生し、調査・研

究が進められていたこと 38に鑑みると、工

場危害予防及衛生規則から今日に至るまで

の危害防止基準は、健康被害に苦しんだ数

多くの労働者の犠牲のうえに成り立ってい

るものであるといって過言はないであろう。 
 
４． 関連判例 

４．１ 民事事件 
４．１．１ 林野庁高知営林局事件・高知地

裁昭 52.7.28 判時 861 号 24 頁、高松高判昭

59.9.19労判440号39頁、最二小判平2.4.20
労判 561 号 6 頁 
＜事実の概要＞ 
 チェンソー、ブッシュクリーナーを長期

間使用していた伐採等作業員が振動障害に

罹患したことにつき、安全配慮義務違反に

基づき損害賠償を請求した。 
 
＜判旨＞ 
 第一審は、「雇用者としての林野庁は、全

く新しい機械を導入するのであるから、機

械の人体に与える影響を当然事前に調査研

究し、右機械の使用あるいは使用方法によ

って、作業員に障害がないことを確かめた

上で、作業者に対し機械を使用させるべき

であつた。 
ところが林野庁は右義務を怠り、国有林

における昭和 32 年のチェンソーの本格的

導入(ブッシュクリーナーは昭和 36 年)以前

にすでにチェンソー、ブッシュクリーナー

と同様の振動器具である鋲打機、さく岩機

等の使用によって蒼白現象等の振動障害が

起ることが、わが国の学者の研究論文等で

明らかとなっており、鋲打機、さく岩機等の

使用による振動障害は労働基準法により、

職業病に指定されていたにもかかわらず、

単に振動の強度が異ること、チェンソー、ブ

ッシュクリーナーによる振動障害の実例が

ないことを理由に、チェンソー、ブッシュク

リーナーの導入に際して振動障害について

事前に調査、研究をせず、チェンソー、ブッ

シュクリーナーを導入し、原告らの経歴目

録記載どおり、原告らにチェンソー、ブッシ
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ュクリーナーを使用させ、振動障害を惹起

させたものであるから、安全配慮義務の不

履行として被告は責任を負うべきである」

としうえで、①林野庁は早急に雇用者とし

て振動障害について調査研究し、振動障害

を予防すべきであったにもかかわらず、漫

然とこれを放置したこと、②振動機械使用

によりレイノー現象が発現している者にも

振動機械を使用させたこと等により振動機

械使用者の振動障害を増悪させたこと、③

林野庁は振動機械の使用を中止せず、又振

動機械の使用を中止しなかった場合振動障

害を予防するため必要な措置と考えられる

全林野の振動機械使用時間規制の要求に対

して振動機械使用時間と振動障害との因果

関係が明確でないことを理由にこれを拒否

し、昭和 44 年 4 月 26 日に至ってようやく

右要求に応じたことから、安全配慮義務の

不履行を認めた。 
これに対して、控訴審では、①林野庁がチ

ェンソー等の実用を開始し順次これを増加

させた昭和 30 年ないし同 36 年ころ、チェ

ンソー等を導入するとそれを使用する者の

身体に何らかの障害が生ずることのある可

能性を全く予見できなかったこと、②林野

庁は振動障害の発生の可能性を全く予見で

きなかったとはいえないがその当時の知見、

経験からみて身体に振動障害が発生するこ

とはないと思ってチェンソー等を導入し、

使用させたものであるから振動障害が発生

したとしても控訴人に国家公務員災害補償

法による補償義務以上に債務不履行の責任

を負わさねばならぬ程の批難を加むべき違

法性があると判断することはできないこと

などから、林野庁の安全配慮義務違反を否

定した。 

そして、最高裁も、「社会、経済の進歩発

展のため必要性、有益性が認められるがあ

るいは危険の可能性を内包するかもしれな

い機械器具については、その使用を禁止す

るのではなく、その使用を前提として、その

使用から生ずる危険、損害の発生の可能性

の有無に留意し、その発生を防止するため

の相当の手段方法を講ずることが要請され

ているというべきであるが、社会通念に照

らし相当と評価される措置を講じたにもか

かわらずなおかつ損害の発生をみるに至っ

た場合には、結果回避義務に欠けるものと

はいえないというべきである」と述べ、①チ

ェンソーを導入したことにつき落ち度はな

く、林野庁(被上告人)に振動障害を回避する

ためチェンソー等の使用自体を中止するま

での義務はないこと、②振動障害の発生を

防止するために林野庁が社会通念上相当と

認められる各種の措置を講じたこと、③林

野庁としてはその置かれた諸条件のもとに

おいて、結果回避のための努力を尽くして

いたことから、林野庁に安全配慮義務違反

はないと判示した。 
 
４．１．２ 東北機械製作所事件・秋田地判

昭 57.10.18労判 401号 52 頁(有機溶剤によ

る健康障害) 
＜事実の概要＞ 
 原告 X(以下、「X」)は、昭和 26 年 12 月

に被告 Y 社(以下、「Y 社」)に木型工として

雇用され、昭和 50 年 3 月に退職するまでの

間、一貫して木型・金型の修理及び塗装作業

に従事してきた。 
 昭和 32 年 7 月頃から X の従事した作業

では溶剤としてシンナーを使用していたも

のの、昭和 45 年頃までの作業場(旧作業場)
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ュクリーナーを使用させ、振動障害を惹起

させたものであるから、安全配慮義務の不

履行として被告は責任を負うべきである」

としうえで、①林野庁は早急に雇用者とし

て振動障害について調査研究し、振動障害

を予防すべきであったにもかかわらず、漫

然とこれを放置したこと、②振動機械使用

によりレイノー現象が発現している者にも

振動機械を使用させたこと等により振動機

械使用者の振動障害を増悪させたこと、③

林野庁は振動機械の使用を中止せず、又振

動機械の使用を中止しなかった場合振動障

害を予防するため必要な措置と考えられる

全林野の振動機械使用時間規制の要求に対

して振動機械使用時間と振動障害との因果

関係が明確でないことを理由にこれを拒否

し、昭和 44 年 4 月 26 日に至ってようやく

右要求に応じたことから、安全配慮義務の

不履行を認めた。 
これに対して、控訴審では、①林野庁がチ

ェンソー等の実用を開始し順次これを増加

させた昭和 30 年ないし同 36 年ころ、チェ

ンソー等を導入するとそれを使用する者の

身体に何らかの障害が生ずることのある可

能性を全く予見できなかったこと、②林野

庁は振動障害の発生の可能性を全く予見で

きなかったとはいえないがその当時の知見、

経験からみて身体に振動障害が発生するこ

とはないと思ってチェンソー等を導入し、

使用させたものであるから振動障害が発生

したとしても控訴人に国家公務員災害補償

法による補償義務以上に債務不履行の責任

を負わさねばならぬ程の批難を加むべき違

法性があると判断することはできないこと

などから、林野庁の安全配慮義務違反を否

定した。 

そして、最高裁も、「社会、経済の進歩発

展のため必要性、有益性が認められるがあ

るいは危険の可能性を内包するかもしれな

い機械器具については、その使用を禁止す

るのではなく、その使用を前提として、その

使用から生ずる危険、損害の発生の可能性

の有無に留意し、その発生を防止するため

の相当の手段方法を講ずることが要請され

ているというべきであるが、社会通念に照

らし相当と評価される措置を講じたにもか

かわらずなおかつ損害の発生をみるに至っ

た場合には、結果回避義務に欠けるものと

はいえないというべきである」と述べ、①チ

ェンソーを導入したことにつき落ち度はな

く、林野庁(被上告人)に振動障害を回避する

ためチェンソー等の使用自体を中止するま

での義務はないこと、②振動障害の発生を

防止するために林野庁が社会通念上相当と

認められる各種の措置を講じたこと、③林

野庁としてはその置かれた諸条件のもとに

おいて、結果回避のための努力を尽くして

いたことから、林野庁に安全配慮義務違反

はないと判示した。 
 
４．１．２ 東北機械製作所事件・秋田地判

昭 57.10.18労判 401号 52 頁(有機溶剤によ

る健康障害) 
＜事実の概要＞ 
 原告 X(以下、「X」)は、昭和 26 年 12 月

に被告 Y 社(以下、「Y 社」)に木型工として

雇用され、昭和 50 年 3 月に退職するまでの

間、一貫して木型・金型の修理及び塗装作業

に従事してきた。 
 昭和 32 年 7 月頃から X の従事した作業

では溶剤としてシンナーを使用していたも

のの、昭和 45 年頃までの作業場(旧作業場)
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は換気扇の設備がなく、また有機ガス用防

毒マスクを使用せずに作業をしていた。X
はシンナーを使用するようになった昭和

32 年頃から体調に異変が現れ、複数の病院

を受診したところ、昭和 49 年 5 月に X は

有機溶剤中毒症であるとの診断を受けた。 
 X は Y 社に対して、換気設備の設置や有

機ガス用防毒マスクの支給など必要な措置

を講じなかったことが雇用契約上の義務違

反に当たると主張して、損害賠償を請求し

た。 
 
＜判旨＞ 
 Y 社は、「旧作業場に、有機溶剤の蒸気の

局所排出装置又は全体換気装置等を設けな

ければならなかったのに、当時それを怠っ

たのであるから、旧予防規則 6 条〔昭和 47
年 10 月 1 日以前の有機溶剤中毒予防規則

―注〕に違反していたことは明らかである。」 
 「旧作業場時代において、Y 社は、まずも

って換気装置等の設備を設置して作業場の

作業環境を改善すべきであったが、前記の

とおりこれを怠っていたのであるから、右

作業環境の改善にみあう措置として、少な

くとも、塗装作業の際、原告を含む右作業の

従事者に対し、有機溶剤の蒸気の吸引を防

止するため、ホースマスク等の保護具を使

用させるべき義務があったというべきであ

る。 
しかるに、Y 社は X に対し、昭和 46 年

頃までこれの使用を指示しなかったのであ

るから、右義務違反は明らかである。」 
 
４．１．３ 三菱重工神戸造船所(騒音性難

聴)事件・神戸地判昭 59.7.20 労判 440 号 75
頁、大阪高判昭 63.11.28労判 532条 49頁、

最一小判平 3.4.11 労判 590 号 14 頁 
＜事実の概要＞ 
 造船所で働く労働者が構内における騒音

作業によって騒音性難聴に罹患して、聴力

障害を被ったと主張し、安全配慮義務違反

に基づき損害賠償を請求した。 
 
＜判旨＞ 
第一審は、まず、騒音職場における事業者

の安全配慮義務の内容としては、労働省・安

全衛生のしおりに記されている①環境改善、

②騒音の測定、③防音保護具の支給、着用、

④作業者への衛生教育、⑤聴力検査の義務

があるものと解するのが相当であるとした

うえで、「被告は、その構内で就労する労働

者の身体健康に危害(騒音性難聴の発生又

は進行)を及ぼさないように万全の方策を

とるべき注意義務を負う」として同注意義

務は労働省・安全衛生のしおりに記載され

ている内容と同一であると判示した。他方

で、①「原告らは、被告構内における騒音状

況・騒音性難聴発生状況等をある程度認識

しながら、あえて構内で就労するに至った

ことがあり、……慰藉料の算定にあたって

は、右の事情を減額事情として考慮する」こ

と(危険への接近の斟酌)、②「原告らは、そ

れぞれ耳栓の支給を受け、これらを着用し

ていたのであるが、……原告ら労働者の側

についてみても、耳栓使用によって騒音性

難聴を予防しあるいはその進行をくい止め

ることに対する認識が必ずしも十全でなか

った」ことから、「この点を慰藉料算定にあ

たっては斟酌する」こと(過失相殺)を認めた。

結論として、被告の安全配慮義務違反を認

めた。 
控訴審はおおむね第一審判決を引用して
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被告の安全配慮義務違反を認めたが、危険

への接近については、第一審原告らが騒音

被曝により騒音性難聴に罹患し、それが進

行する危険を「ある程度認識しながら、一審

被告又は下請企業に就職して同被告神戸造

船所構内で就労したからといって、直ちに

その被害を全面的に甘受すべきものとし、

……債務不履行責任に関しても安全配慮義

務違反にはならないと解することはできな

い」、「但し、一審原告らが自己の体験に基

づき一審被告神戸造船所構内における職場

の騒音状況を知り、その騒音被曝により現

実に聴力が低下したことを自覚し、騒音性

難聴に罹患する危険のあることを認識しな

がら、他の就業先を選択して右危険を回避

することが容易にできない等特段の事情が

ないにもかかわらず、敢えて一審被告ある

いはその下請企業と雇用契約を締結し、再

度又はそれ以上にわたり同被告神戸造船所

で就労し、そのために騒音性難聴による被

害を被ったときは、具体的な事情の如何に

より、慰藉料の額を定めるについてこれを

減額事由として考慮するのが相当である」

と判示した(一審原告らの損害額は変更あ

り、上告審は控訴審判決を維持)39。 
 
４．１．４ 三菱重工業神戸造船所(振動障

害)事件・神戸地判平 6.7.12 労判 663 号 29
頁、大阪高判平 11.3.30 LEX/ DB 27826111 
＜事実の概要＞ 
 被告神戸造船所において就労中に振動曝

露を受けた原告らが振動障害に罹患したこ

とにつき、被告の安全配慮義務違反を根拠

として、損害賠償を請求した。 
 
＜判旨＞ 

第一審は、被告の安全配慮義務の具体的

内容について、原告らが主張する「労働安全

衛生法上の各規定の内容と前記『チェンソ

ー使用に伴う振動障害の予防について』と

題する通達（基発第 134 号）及び同『チェ

ンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る

振動障害の予防について』と題する通達（基

発第 608 号）の各内容とを総合すると」、

被告は、原告ら従業員に対し、①原告ら従業

員に対し振動による健康障害を防止するた

め必要な措置を講じなければならないこと

(労働安全衛生法 22 条)、②振動工具使用に

よる振動予防として、工具の選定、振動作業

の作業時間の管理、工具の保持、操作と作業

方法の指導、作業標準の設定、施設の整備、

保護具の支給及び使用の徹底、体操の実施、

健康診断の実施及びその結果に基づく措置、

安全衛生教育の実施を内容とする安全配慮

義務を被告が負っていたと判示した。そし

て、「被告は、被告神戸造船所内で振動工具

を使用する原告ら従業員に対し、振動障害

の発生と進行を防止すべき安全配慮義務の

履行を怠った」として、被告の安全配慮義務

違反を肯定した。 
他方で、被告が主張した一部の原告らの

自己保健義務違反については、「振動障害患

者については、喫煙は、血管収縮作用がある

ため末梢血液循環に最も有害であるとされ

ており、また、摂取する栄養に配慮し、過度

のアルコール摂取を慎むべきであり、単車

の運転等の寒冷曝露は禁止すべきであるこ

と」、原告らの一部が医師から喫煙は振動障

害に禁忌であるから控えるように指導され

ていたことから、「原告ら従業員のうち、喫

煙や過度のアルコール摂取を行ったり、寒

冷曝露に身を置いたと認められる者につい
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被告の安全配慮義務違反を認めたが、危険

への接近については、第一審原告らが騒音

被曝により騒音性難聴に罹患し、それが進

行する危険を「ある程度認識しながら、一審

被告又は下請企業に就職して同被告神戸造

船所構内で就労したからといって、直ちに

その被害を全面的に甘受すべきものとし、

……債務不履行責任に関しても安全配慮義

務違反にはならないと解することはできな

い」、「但し、一審原告らが自己の体験に基

づき一審被告神戸造船所構内における職場

の騒音状況を知り、その騒音被曝により現

実に聴力が低下したことを自覚し、騒音性

難聴に罹患する危険のあることを認識しな

がら、他の就業先を選択して右危険を回避

することが容易にできない等特段の事情が

ないにもかかわらず、敢えて一審被告ある

いはその下請企業と雇用契約を締結し、再

度又はそれ以上にわたり同被告神戸造船所

で就労し、そのために騒音性難聴による被

害を被ったときは、具体的な事情の如何に

より、慰藉料の額を定めるについてこれを

減額事由として考慮するのが相当である」

と判示した(一審原告らの損害額は変更あ

り、上告審は控訴審判決を維持)39。 
 
４．１．４ 三菱重工業神戸造船所(振動障

害)事件・神戸地判平 6.7.12 労判 663 号 29
頁、大阪高判平 11.3.30 LEX/ DB 27826111 
＜事実の概要＞ 
 被告神戸造船所において就労中に振動曝

露を受けた原告らが振動障害に罹患したこ

とにつき、被告の安全配慮義務違反を根拠

として、損害賠償を請求した。 
 
＜判旨＞ 

第一審は、被告の安全配慮義務の具体的

内容について、原告らが主張する「労働安全

衛生法上の各規定の内容と前記『チェンソ

ー使用に伴う振動障害の予防について』と

題する通達（基発第 134 号）及び同『チェ

ンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る

振動障害の予防について』と題する通達（基

発第 608 号）の各内容とを総合すると」、

被告は、原告ら従業員に対し、①原告ら従業

員に対し振動による健康障害を防止するた

め必要な措置を講じなければならないこと

(労働安全衛生法 22 条)、②振動工具使用に

よる振動予防として、工具の選定、振動作業

の作業時間の管理、工具の保持、操作と作業

方法の指導、作業標準の設定、施設の整備、

保護具の支給及び使用の徹底、体操の実施、

健康診断の実施及びその結果に基づく措置、

安全衛生教育の実施を内容とする安全配慮

義務を被告が負っていたと判示した。そし

て、「被告は、被告神戸造船所内で振動工具

を使用する原告ら従業員に対し、振動障害

の発生と進行を防止すべき安全配慮義務の

履行を怠った」として、被告の安全配慮義務

違反を肯定した。 
他方で、被告が主張した一部の原告らの

自己保健義務違反については、「振動障害患

者については、喫煙は、血管収縮作用がある

ため末梢血液循環に最も有害であるとされ

ており、また、摂取する栄養に配慮し、過度

のアルコール摂取を慎むべきであり、単車

の運転等の寒冷曝露は禁止すべきであるこ

と」、原告らの一部が医師から喫煙は振動障

害に禁忌であるから控えるように指導され

ていたことから、「原告ら従業員のうち、喫

煙や過度のアルコール摂取を行ったり、寒

冷曝露に身を置いたと認められる者につい
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ては、本件慰謝料の算定に当たり、必ずしも

療養に専念しなかったといわざるを得ない

点を配慮して、かかる事実を減額事由とし

て斟酌するのが相当である」と判示してい

る(控訴審は原審判決を維持)。 
 
４．１．５ 喜楽鉱業(有機溶剤中毒死)事件・

大阪地判平 16.3.22 労判 883 号 58 号 
＜事実の概要＞ 
 亡 A(以下、「A」)は、平成 6 年 4 月に被

告 Y 社(以下、「Y 社」)に雇用され、平成 7
年 4 月から、有機溶剤を取り扱う業務に従

事していた。 
 平成 12 年 12 月初めころ、Y 社本社工場

の廃溶剤タンクの底のほうにスラッジが溜

まり、出口管が詰まって不具合が生じたた

め、同月 13 日に亡 A は清掃作業に従事し

たものの、亡 A は作業服姿で、ヘルメット、

長靴及び手袋を着用していたが、送気マス

クや安全帯は着用していなかった。翌日、亡

A が出勤しなかったことから、本社工場内

を捜索したところ、タンク内で倒れている

のが発見され、死亡が確認された。亡 A の

死因は有機溶剤中毒であった。 
 亡 A の相続人である原告 X(以下、「X」)
が、Y 社に対して、同事故は Y 社の安全配

慮義務違反に基づく損害賠償請求をした。 
 
＜判旨＞ 
 「そして、事業者は、原材料、ガス、蒸気、

酸素欠乏空気等による健康障害を防止する

ため必要な措置を講じなければならないと

ころ(安衛法第 22 条)、有機溶剤は、揮発性

の液体で、脂溶性等から体内に吸収されや

すい上、その毒性は強く、場合によっては急

性中毒により死亡するに至るなど、種々の

健康障害をもたらす有害な物質であるから、

特に有機溶剤規則が定められ、安全衛生管

理体制、貯蔵・取扱方法、屋内処理場におけ

る作業に当たり注意すべき事項(換気、送気

マスク等の保護具の使用など)、健康診断の

実施等、有機溶剤による健康障害の予防の

ため、種々の面から規制がなされている。」 
 「Y 社には、有機溶剤の特性、特にその有

害性に鑑み、有機溶剤を取り扱う従業員に

対する安全衛生教育を徹底し、有機溶剤に

よる健康障害の発生を防止するために万全

の安全管理体制を整えるなどの義務がある

というべきであり、本件タンクの清掃作業

に関しては、その作業を行わせるに当たり、

あらかじめ安全を配慮した作業手順及び注

意事項、特に、送気マスク等の保護具を着用

せずに本件タンク内に入ることは厳に禁じ

られるべきこと等を具体的かつ明確に定め、

これを周知徹底し、また、日頃から、有機溶

剤の特性、特にその有毒性や、安全を図るた

めの取扱上の注意等についての教育、指導

を十分行い、さらに、本件タンク内の廃溶剤

が有害・危険であることや保護具を着用せ

ずにタンク内に入ることを厳禁する旨の表

示をするなどして従業員の注意喚起をする

などの措置を講じ、もって、従業員の知識不

足あるいは慣れからくる不注意、過信等を

原因とする事故を未然に防止すべき注意義

務があったというべきである。」 
 ①「本件事故当時、廃溶剤タンクの清掃手

順や作業に当たっての注意事項・禁止事項、

特に、送気マスク等の保護具を装着せずに

タンク内に立ち入ることは厳に禁じられて

いることの周知徹底は十分でなかったとい

うべきで」あること、②「Y 社が後に策定し

た本件清掃作業手順書のような手順書を作
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成して、それが周知徹底され」、「この手順

に従って作業を実施していれば、本件事故

は発生しなかったものと考えら」ること、③

清掃作業の際に、上司が「亡 A に対して作

業手順及び注意事項を明確に指示又は確認

し、特に、本件タンク内に立ち入ってはいけ

ない旨を十分に指導していれば、本件事故

は発生しなかった可能性が大きいと認めら

れる」こと、④Y 社は、「有機溶剤の有毒

性・危険性等に関する安全衛生教育を行わ

ず、そのことも本件事故発生の一因となっ

た」ことから、Y 社は安全配慮義務を怠っ

たものと認められる。 
 
４．１．６ 化学メーカーC 社(有機溶剤中

毒等)事件・東京地判平 30.7.2 労判 1995 号

64 頁 
＜事実の概要＞ 
 Y 社の従業員として化学物質を取り扱う

検査分析業務に従事していた原告 X(以下、

「X」)は、平成 18 年 5 月 26 日、平成 22 年

7月 22日に化学物質過敏症を罹患している

旨の診断を受けた。その後も、X は他の病

院においても、有機溶剤中毒及び化学物質

過敏症を診断され(平成 26 年 1 月 8 日)、さ

らに揮発性有機化合物中毒の後遺症に基づ

く化学物質過敏症及び中枢神経機能障害が

継続している旨の診断を受けた(平成 28 年

5 月 30 日)。 
 X は雇用契約上の安全配慮義務違反を理

由とする債務不履行又は不法行為に基づき

損害賠償などを求めた。 
 
＜判旨＞ 
 「本件検査分析業務は，第一種有機溶剤等

であるクロロホルム(有機則 1 条 1 項 3 号、

安衛令別表第 6 の 2 第 14 号)及び第二種有

機溶剤等であるノルマルヘキサン(有機則 1
条 1 項 4 号イ、安衛令別表第 6 の 2 第 39
号)を使用する検査であって、有機則による

規制の適用を受ける「有機溶剤業務」に該当

する(有機則 1 条 1 項 6 号ル)。そのため、

使用者である Y 社は、本件検査分析業務を

行っていた 107 号室及び 110 室に、局所排

気装置等を設置する義務を負っていた(安
衛法 22 条、有機則 5 条)。 
 かかる安衛法及び有機則の規制の趣旨は

労働者の健康被害を防止する点にあること

及び有機溶剤の毒性は急性中毒又は慢性中

毒の形で人体に致命的に作用することがあ

ることに照らせば、Y 社は、X に対し、雇用

契約上の安全配慮義務として、局所排気装

置等設置義務を負っていたと解すべきであ

る。」 
「本件においては、ガスクロ検査業務な

いしその前処理作業であるメチルエステル

化作業が行われていた 107 号室には、局所

排気装置等は設置されず、Y 社はその状態

を放置していたと認められるから、局所排

気装置等設置義務の違反が認められる。 
他方、110 号室には、局所排気装置である

ドラフトが 2 機設置されていたことが認め

られるから、同義務違反を認めることはで

きない。」 
「保護具支給義務の趣旨は労働者の健康

被害を防止する点にあること及び有機溶剤

の毒性は急性中毒又は慢性中毒の形で人体

に致命的に作用することがあることに照ら

せば、上記送気マスク又は有機ガス用防毒

マスクを使用させるという保護具支給義務

は、雇用契約上の安全配慮義務の内容にな

ると解すべきである。」 
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成して、それが周知徹底され」、「この手順

に従って作業を実施していれば、本件事故

は発生しなかったものと考えら」ること、③

清掃作業の際に、上司が「亡 A に対して作

業手順及び注意事項を明確に指示又は確認

し、特に、本件タンク内に立ち入ってはいけ

ない旨を十分に指導していれば、本件事故

は発生しなかった可能性が大きいと認めら

れる」こと、④Y 社は、「有機溶剤の有毒

性・危険性等に関する安全衛生教育を行わ

ず、そのことも本件事故発生の一因となっ

た」ことから、Y 社は安全配慮義務を怠っ

たものと認められる。 
 
４．１．６ 化学メーカーC 社(有機溶剤中

毒等)事件・東京地判平 30.7.2 労判 1995 号

64 頁 
＜事実の概要＞ 
 Y 社の従業員として化学物質を取り扱う

検査分析業務に従事していた原告 X(以下、

「X」)は、平成 18 年 5 月 26 日、平成 22 年

7月 22日に化学物質過敏症を罹患している

旨の診断を受けた。その後も、X は他の病

院においても、有機溶剤中毒及び化学物質

過敏症を診断され(平成 26 年 1 月 8 日)、さ

らに揮発性有機化合物中毒の後遺症に基づ

く化学物質過敏症及び中枢神経機能障害が

継続している旨の診断を受けた(平成 28 年

5 月 30 日)。 
 X は雇用契約上の安全配慮義務違反を理

由とする債務不履行又は不法行為に基づき

損害賠償などを求めた。 
 
＜判旨＞ 
 「本件検査分析業務は，第一種有機溶剤等

であるクロロホルム(有機則 1 条 1 項 3 号、

安衛令別表第 6 の 2 第 14 号)及び第二種有

機溶剤等であるノルマルヘキサン(有機則 1
条 1 項 4 号イ、安衛令別表第 6 の 2 第 39
号)を使用する検査であって、有機則による

規制の適用を受ける「有機溶剤業務」に該当

する(有機則 1 条 1 項 6 号ル)。そのため、

使用者である Y 社は、本件検査分析業務を

行っていた 107 号室及び 110 室に、局所排

気装置等を設置する義務を負っていた(安
衛法 22 条、有機則 5 条)。 
 かかる安衛法及び有機則の規制の趣旨は

労働者の健康被害を防止する点にあること

及び有機溶剤の毒性は急性中毒又は慢性中

毒の形で人体に致命的に作用することがあ

ることに照らせば、Y 社は、X に対し、雇用

契約上の安全配慮義務として、局所排気装

置等設置義務を負っていたと解すべきであ

る。」 
「本件においては、ガスクロ検査業務な

いしその前処理作業であるメチルエステル

化作業が行われていた 107 号室には、局所

排気装置等は設置されず、Y 社はその状態

を放置していたと認められるから、局所排

気装置等設置義務の違反が認められる。 
他方、110 号室には、局所排気装置である

ドラフトが 2 機設置されていたことが認め

られるから、同義務違反を認めることはで

きない。」 
「保護具支給義務の趣旨は労働者の健康

被害を防止する点にあること及び有機溶剤

の毒性は急性中毒又は慢性中毒の形で人体

に致命的に作用することがあることに照ら

せば、上記送気マスク又は有機ガス用防毒

マスクを使用させるという保護具支給義務

は、雇用契約上の安全配慮義務の内容にな

ると解すべきである。」 
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４．１．７ 検討 
 ここで取り上げた裁判例は、事業者が特

別衛生規則において定められる「必要な措

置」を講じていないことにより発生した災

害に対する安全配慮義務(安全保障義務)違
反を争う事件である。 
 まず、裁判所の立場を確認すると、安衛

法、安衛則及び特別衛生規則などの規制は

公的規制であり、同規制の定める義務は使

用者の国に対する公法上の義務と解しつつ

も、これらの規定が労働者の安全と健康の

確保を目的とすることを根拠に、同規定の

内容が使用者の労働者に対する私法上の安

全配慮義務の内容となるとの理解が定着し

ているといえよう。このような考え方に基

づくと、使用者は関連規則に定められた義

務を適切に果たすことが、同時に労働者に

対する安全配慮義務を履行することにもつ

ながることになろう。また、特別衛生規則が

ない騒音についても、前掲三菱重工神戸造

船所(騒音性難聴)事件(４．１．３)は労働省

『安全衛生のしおり』の記載をもとに安全

配慮義務の具体的内容を判示している点に

は注目すべきであろう。このことは、使用者

の視点からみると、関連省令などを確認す

ることで労働者に対して講ずべき安全配慮

義務の範囲がおおむね予見可能であると解

される。しかし、前述のとおり法体系が非常

に複雑であり、かつ条文数も膨大であるこ

とからすべてを正確に把握することが難し

く、講ずべき措置を使用者が理解できてい

ないことが事件発生の一因になっていると

考えられる。このように考えると、法体系を

分かり易く整理することは使用者が安全配

慮義務を履行するうえで有用であると思わ

れる。だた、安全配慮義務の内容は関連省令

に定められる措置のみではないため、関連

規則に定められる措置は安全配慮義務の履

行として使用者が最低限講じるべき措置に

過ぎず、状況に応じた配慮が求められよう。

もっとも、技術の進歩により新たな機械や

化学物質が傷病をもたらした場合、「社会通

念に照らし相当と評価される措置を講じた」

ときには事業者は結果回避義務を欠くこと

はないものの (前掲・林野庁高知営林局事

件最高裁判決)、傷病が発生した当時の知識

や認識をもとに如何なる措置を講じること

が必要であったかは、事業者にとって予見

は困難とならざるを得ない。 
また、三菱重工神戸造船所(騒音性難聴)事

件判決においては、労働者が「耳栓使用によ

って騒音性難聴を予防しあるいはその進行

をくい止めることに対する認識が必ずしも

十全でなかった」として、過失相殺をしうる

旨判示しており、使用者が省令等に従った

措置を講じているにもかかわらず、労働者

が十分に応じないことが賠償額の算定にお

いて斟酌される点には留意すべきである。

使用者側が講じる必要な措置と同措置に対

する労働者側の行動により損害賠償額を調

整することは、安衛法第 26 条が「労働者は、

事業者が第 20 条から第 25 条まで及び前条

第 1 項の規定に基づき講ずる措置に応じて、

必要な事項を守らなければならない」と定

めていることにも整合し、同条が民事訴訟

においても考慮されることが示唆される。 
さらに、前掲三菱重工業神戸造船所(振動障

害)事件(４．１．４)においては、使用者の主

張する労働者の自己保健義務違反を認め、

振動障害に罹患した労働者が医師から指導

された飲酒、喫煙ならびに寒冷曝露の禁止
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を遵守していたか否かを賠償額の減額事由

として考慮しており、労働者は被災後に治

療に専念することも判例上求められている。 
 
４．２ 行政事件 
４．２．１ 植田満俺精錬所・守口労基署長

事件・大阪地判昭 57.9.30労判 396号 51頁、

大阪高判昭 60.12.23 労判 466 号 5 頁(労基

監督権限の不行使と国家賠償) 
＜事実の概要＞ 
 マンガン精錬所である被告 Y 社(以下、「Y
社」)に雇用され、マンガン鉱の精錬業務に

従事し、マンガン中毒に罹患した原告 X ら

4 名(以下、「X ら」)が、Y 社の安衛法第 22
条(労基法旧第 42 条を含む)及び特化則違反

に関して労基署の労災防止のための監督権

限の不行使を根拠として、国に対して国家

賠償法に基づき損害賠償を請求した。 
 本事件では、Y 社に対する安全配慮義務

違反に基づく損害賠償請求もなされている

ものの、判旨は国に対する請求に関する判

示部分のみを記述する。 
 
＜判旨＞ 
 第一審は、「旧法〔旧労基法―注〕の労働

衛生関係の条項の執行により労働者が受け

る利益は所謂反射的利益ではあるが、反射

的利益でも違法に侵害された場合は損害賠

償義務が発生することがありうる」とした

うえで、監督機関の権限の行使不行使は裁

量事項であって、一般的には、違法の問題は

生じないけれども、監督権限の「不行使の場

合においても裁量の範囲を著るしく逸脱し、

著るしく合理性を欠くと言えるような特殊

な場合に、不行使を続けると不作為の違法

として問責されるであろう。 

但し、旧法上このような場合でも、事業者

は、監督機関の監督を受けるまでもなく、少

なくとも自己の事業に関する法令の規定を

熟知して事業をなすべきものであつて、事

業者は第一の、そして究極の責任者であり、

国は、二次的、補足的責任を負うにすぎな

い」と判示する。そして、特殊な場合につい

ては、以下の要件を示した。すなわち、「甲

事項 人間の生命、身体に対する危険が切

迫していること。そして継続していること。

乙事項 監督機関において右の危険の切迫

し継続していることを知っているか、又は

容易に知りうる場合であること。丙事項 

監督機関においてその権限を行使すれば容

易にその結果の発生を防止することができ

る関係にあり監督機関が権限を行使しなけ

れば結果の発生を防止しえないという関係

にあること。丁事項 被害者－結果の発生

を前提－として監督権限の行使を要請し、

期待することが、当時において、社会的に、

容認される場合であること。」であると判示

した(1 名を除く、X ら 3 名につき、国に対

する損害賠償請求を認容)。 
これに対して、第二審は、「旧法及びその

関連法令における労働者の安全衛生及び労

働災害防止に関する諸規定は、いずれも使

用者をして第一次的かつ最終的義務者であ

ることを前提とし、行政官庁の権限は右使

用者の義務履行を後見的に監督するものと

されているのであつて、このような労働基

準監督行政の性質からして、行政官庁によ

る右諸規定に定められた権限の行使は、そ

の合理的な裁量に委ねられたものと解する

のが相当である」と述べたうえで、「労働基

準監督行政の目的、性質並びに監督機関、使

用者及び労働者の関係からして、少なくと
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を遵守していたか否かを賠償額の減額事由

として考慮しており、労働者は被災後に治

療に専念することも判例上求められている。 
 
４．２ 行政事件 
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事件・大阪地判昭 57.9.30労判 396号 51頁、
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 マンガン精錬所である被告 Y 社(以下、「Y
社」)に雇用され、マンガン鉱の精錬業務に

従事し、マンガン中毒に罹患した原告 X ら

4 名(以下、「X ら」)が、Y 社の安衛法第 22
条(労基法旧第 42 条を含む)及び特化則違反

に関して労基署の労災防止のための監督権

限の不行使を根拠として、国に対して国家

賠償法に基づき損害賠償を請求した。 
 本事件では、Y 社に対する安全配慮義務

違反に基づく損害賠償請求もなされている

ものの、判旨は国に対する請求に関する判

示部分のみを記述する。 
 
＜判旨＞ 
 第一審は、「旧法〔旧労基法―注〕の労働

衛生関係の条項の執行により労働者が受け

る利益は所謂反射的利益ではあるが、反射

的利益でも違法に侵害された場合は損害賠

償義務が発生することがありうる」とした

うえで、監督機関の権限の行使不行使は裁

量事項であって、一般的には、違法の問題は

生じないけれども、監督権限の「不行使の場

合においても裁量の範囲を著るしく逸脱し、

著るしく合理性を欠くと言えるような特殊

な場合に、不行使を続けると不作為の違法

として問責されるであろう。 

但し、旧法上このような場合でも、事業者

は、監督機関の監督を受けるまでもなく、少

なくとも自己の事業に関する法令の規定を

熟知して事業をなすべきものであつて、事

業者は第一の、そして究極の責任者であり、

国は、二次的、補足的責任を負うにすぎな

い」と判示する。そして、特殊な場合につい

ては、以下の要件を示した。すなわち、「甲

事項 人間の生命、身体に対する危険が切

迫していること。そして継続していること。

乙事項 監督機関において右の危険の切迫

し継続していることを知っているか、又は

容易に知りうる場合であること。丙事項 

監督機関においてその権限を行使すれば容

易にその結果の発生を防止することができ

る関係にあり監督機関が権限を行使しなけ

れば結果の発生を防止しえないという関係

にあること。丁事項 被害者－結果の発生

を前提－として監督権限の行使を要請し、

期待することが、当時において、社会的に、

容認される場合であること。」であると判示

した(1 名を除く、X ら 3 名につき、国に対

する損害賠償請求を認容)。 
これに対して、第二審は、「旧法及びその

関連法令における労働者の安全衛生及び労

働災害防止に関する諸規定は、いずれも使

用者をして第一次的かつ最終的義務者であ

ることを前提とし、行政官庁の権限は右使

用者の義務履行を後見的に監督するものと

されているのであつて、このような労働基

準監督行政の性質からして、行政官庁によ

る右諸規定に定められた権限の行使は、そ

の合理的な裁量に委ねられたものと解する

のが相当である」と述べたうえで、「労働基

準監督行政の目的、性質並びに監督機関、使

用者及び労働者の関係からして、少なくと
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も当該事業場につき労働者に対し切迫した

重大な危険の発生が予見され、監督機関の

監督権限行使以外の方法によっては危険の

発生を防止できず、かつ右権限の行使によ

って危険の発生を防止することが可能であ

るのに、監督機関が右権限を行使しなかっ

た場合」に、監督機関の権限の不行使により

国家賠償が発生しうると判示する(結論と

して原判決取消)。 
 
４．２．２ 検討 
 本件は、労働基準監督行政における監督

機関の権限不行使の違法性が争点となった

事例である。最近では、建設アスベストに関

連する国の規制権限不行使が問題となった

最高裁判例( 建設アスベスト訴訟(神奈川)
事件・最一小判令 3.5.17 労判 1252 号 5 頁

など)が出されたが、同事件は非「労働者」

である一人親方等が争点となっている点で

本件とは異なる。 
 まず、労働者が労基法違反を申告した場

合に、監督機関に権限行使を行使する作為

義務があるか否かについては、監督官は職

務上、作為義務を負わないとするのが判例

の立場であった(池袋労基署長事件・東京高

判昭 53.7.18 判時 900 号 68 頁)。 
 本件では、例外的ではあるものの、4 つの

要件を充足する場合には、監督権限の不行

使が違法となる旨判示した点に意義が認め

られよう。 
 本件第一審においては国家賠償請求を認

容したものの、控訴審においてはそれを棄

却した。両判決における法律構成は基本的

には同一であるところ、結論の逆転は、事実

認定の違い、具体的には Y 社の事業場の作

業環境、Y 社の就労条件改善に対する意欲

と能力、労使の協力による改善の可能性、監

督権限の行使不行使等に関する事実認定の

違い、およびそれらの事実に対する評価の

違いから生じているとの分析がなされてい

る 40。 
 両判決における各要件にかかる詳細な検

討は先行研究 41にゆずるが、監督機関の権

限不行使の違法性を問うにあたっては、以

下の点には留意すべきと思われる。 
 第一に、「人間の生命、身体に対する危険

が切迫していること」という要件は、事業者

が労働安全衛生に関する第一義的な責任を

負い、国は二次的、補足的責任を負うに過ぎ

ないとの判示を考慮すると、いかなる場合

に充足するかが問題となる。この点、監督機

関が事業者に対して再三にわたり是正指導

など行ったものの、事業者が従わない場合

など限定的な事例となると解される。また、

「切迫」が、結果発生が間近という時間的切

迫なのか、結果発生の蓋然性の高さなのか

も問題となりうる 42。 
 第二に、第一審判決では、監督機関が事業

主に対して司法処分や使用停止等の処分を

しなかったことを問題視しているが、当該

処分は法律によって明確に要件が定まって

おり、監督機関がそうした処置をとりうる

ような法律違反の存在が必要となる 43。 
 第三に、監督権限の不行使を理由とする

国家責任の追及は、場合によっては誰に対

しても被害の救済を求めえない被害者の保

護・救済に役立ち、また行政の怠慢に対する

警鐘としての効果を持つ反面、それを無制

限に認めれば、行政活動に過大な負担をも

たらすだけでなく、悪くすれば、いたずらに

行政規制の強化・拡大を招く結果になると

の指摘 44があるように、労働安全衛生の分
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野における行政権限行使の限界について議

論する必要があると考える。あわせて、両判

決が示す 4 つの要件が抽象的であることか

ら、その充足について抽象的なレベルでの

判断を行うことになれば、監督権限の不行

使が違法とされる場合を特殊例外的な場合

に限定する趣旨が没却されるだけでなく、

被害について国に一定範囲の結果責任を認

めることになりかねず 45、監督機関の権限

不行使の違法性判断を本判決の枠組みで行

うとすれば、各要件の内容を精緻化するこ

とが求められよう。 
 
５． 適用の実際 
５．１ 統計資料 
まず、厚生労働省労働基局準監督課「労働

基準関係違反に係る公表事案(令和 2 年 12
月 1 日～令和 3 年 11 月 30 日公表分)」に

よると、安衛法第 22 条違反は 10 件(うち、

安衛則第 578 条違反 4 件、粉じん則第 27
条違反 3 件、石綿則第 3 条違反 1 件、有機

則第 5 条違反 1 件、高圧則第 33 条違反 1
件)であった。また、同「労働基準関係違反

に係る公表事案(令和 3 年 11 月 1 日～令和

4 年 10 月 31 日公表分)」によると、本条違

反は 8 件(うち、安衛則第 578 条違反 2 件、

粉じん則第 27 条違反 2 件、高圧則第 34 条

違反 1 件、特化則第 43 条違反 1 件、石綿則

第 3 条違反 1 件)であった。公表事案はいず

れも、本条のみでなく、特別衛生規則にも違

反した事案であることは、本条の適用にお

ける特別衛生規則の重要性を示していると

いえよう。 
次に、厚生労働省労働基準局『平成 30 年

労働基準監督年報』(以下、『平成 30 年年

報』)によると、安衛法第 20 条～第 25 条の

違反状況において、安衛則(衛生基準)違反は

438 件、特別衛生規則違反は多い順に有機

則2,271件、粉じん則1,485件、特化則1,911
件、石綿則 269 件、酸欠則 87 件、除染則

32 件、電離則 18 件、鉛則 17 件、高圧則 6
件であった。同『平成 31 年・令和元年労働

基準監督年報』(以下、『平成 31 年・令和元

年年報』)によると、安衛法第 20 条～第 25
条の違反状況において、安衛則(衛生基準)違
反は 369 件、特別衛生規則違反は多い順に

有機則 1,631 件、粉じん則 1,465 件、特化

則 1,433 件、石綿則 288 件、酸欠則 76 件、

除染則 34 件、電離則 24 件、鉛則 22 件、

高圧則 2 件であった。同『令和 2 年労働基

準監督年報』(以下、『令和 2 年年報』)によ

ると、安衛法第 20 条～第 25 条の違反状況

において、安衛則(衛生基準)違反は 382件、

特別衛生規則違反は多い順に有機則 1,801
件、粉じん則 1,377 件、特化則 1,291 件、

石綿則 303 件、酸欠則 93 件、鉛則 1、高圧

則 2 件であった。いずれも四アルキル鉛則

違反はなかった。もっとも、この統計は安衛

法第20条～第25条違反の件数であるため、

本条違反の件数は不明である。しかし、安衛

法第 20 条～第 25 条において、事務所則を

除く特別衛生規則が最も関連するのは本条

であることから、本条違反が多数であると

推察できよう。また、『平成 30 年年報』に

よると、本条の「送検事件状況(平成 30 年)」
は 13 件であり、『平成 31 年・令和元年年

報』によると、「送検事件状況(平成 31 年・

令和元年)」は 19 件、『令和 2 年年報』に

よると、「送検事件状況(令和 2 年)」は 15
件であった。 
 
５．２ インタビュー 
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ら、その充足について抽象的なレベルでの

判断を行うことになれば、監督権限の不行

使が違法とされる場合を特殊例外的な場合

に限定する趣旨が没却されるだけでなく、

被害について国に一定範囲の結果責任を認

めることになりかねず 45、監督機関の権限

不行使の違法性判断を本判決の枠組みで行

うとすれば、各要件の内容を精緻化するこ

とが求められよう。 
 
５． 適用の実際 
５．１ 統計資料 
まず、厚生労働省労働基局準監督課「労働

基準関係違反に係る公表事案(令和 2 年 12
月 1 日～令和 3 年 11 月 30 日公表分)」に

よると、安衛法第 22 条違反は 10 件(うち、
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則第 5 条違反 1 件、高圧則第 33 条違反 1
件)であった。また、同「労働基準関係違反

に係る公表事案(令和 3 年 11 月 1 日～令和
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れも、本条のみでなく、特別衛生規則にも違

反した事案であることは、本条の適用にお

ける特別衛生規則の重要性を示していると

いえよう。 
次に、厚生労働省労働基準局『平成 30 年

労働基準監督年報』(以下、『平成 30 年年

報』)によると、安衛法第 20 条～第 25 条の

違反状況において、安衛則(衛生基準)違反は

438 件、特別衛生規則違反は多い順に有機

則2,271件、粉じん則1,485件、特化則1,911
件、石綿則 269 件、酸欠則 87 件、除染則

32 件、電離則 18 件、鉛則 17 件、高圧則 6
件であった。同『平成 31 年・令和元年労働

基準監督年報』(以下、『平成 31 年・令和元

年年報』)によると、安衛法第 20 条～第 25
条の違反状況において、安衛則(衛生基準)違
反は 369 件、特別衛生規則違反は多い順に

有機則 1,631 件、粉じん則 1,465 件、特化

則 1,433 件、石綿則 288 件、酸欠則 76 件、

除染則 34 件、電離則 24 件、鉛則 22 件、

高圧則 2 件であった。同『令和 2 年労働基

準監督年報』(以下、『令和 2 年年報』)によ

ると、安衛法第 20 条～第 25 条の違反状況

において、安衛則(衛生基準)違反は 382件、

特別衛生規則違反は多い順に有機則 1,801
件、粉じん則 1,377 件、特化則 1,291 件、

石綿則 303 件、酸欠則 93 件、鉛則 1、高圧

則 2 件であった。いずれも四アルキル鉛則

違反はなかった。もっとも、この統計は安衛

法第20条～第25条違反の件数であるため、

本条違反の件数は不明である。しかし、安衛

法第 20 条～第 25 条において、事務所則を

除く特別衛生規則が最も関連するのは本条

であることから、本条違反が多数であると

推察できよう。また、『平成 30 年年報』に

よると、本条の「送検事件状況(平成 30 年)」
は 13 件であり、『平成 31 年・令和元年年

報』によると、「送検事件状況(平成 31 年・

令和元年)」は 19 件、『令和 2 年年報』に

よると、「送検事件状況(令和 2 年)」は 15
件であった。 
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現場における本条から第 25 条の２の適

用について、2021 年 11 月 20 日(土)、元労

働基準監督官である藤森和幸氏、玉泉孝次

氏にインタビューを実施した。各条文の「イ

ンタビュー」の項目における記述は、本イン

タビューの結果及びその際に作成いただい

た資料に基づいている。 
 

５．２．１ 臨検監督の実際 
実際の臨検監督は、通常監督官 1 名また

は複数名で行い、衛生監督が主眼であって

も、安全関係を含めて網羅的に監督する。衛

生監督は各監督署が定めた年間の監督計画

に基づき実施する(定期監督)。対象事業場は、

3 年以上監督を行っていない事業場、過去

に違反があった事業場など過去の監督の資

料、健康診断結果報告などにより選定する。 
本条の適用は、前述のとおり、関連規則に

おいて健康障害防止等に必要な具体的規制

が定められていることから、労働基準監督

官が臨検監督を行う際には規則が中心とな

る。実際、監督に際しては、有機溶剤主眼、

特化物主眼、酸欠主眼、電離放射線主眼、粉

じん主眼などで実施する。すなわち、有機則

や特化則のように特定の規則にターゲット

を絞り、あらゆる条文を対象とした臨検監

督が行われることとなる。例えば、有機則で

あれば、最も使用される第 1 種有機溶剤に

ターゲットを絞り、蒸気を調査したり、X 線

装置を用いる医療機関では電離則にターゲ

ットを絞ったりする。また、安衛則第 3 編

(衛生基準)を主眼として計画的に臨検監督

を行うことはなく、特別衛生規則が主、安衛

則は副という位置づけで臨検監督を行うこ

ととなる。事業者として本条に定める措置

義務は、いわゆる「労働衛生の 3 管理」、

すなわち「作業環境管理」、「作業管理」及

び「健康管理」を中心に構成されていること

から、指導監督はこのことを念頭において

行っているとのことである。 
次に、労働衛生監督を主眼とした場合の

一般的な定期監督は、主として、①事業所、

事務所において、労働衛生の 3 管理の観点

から、事業者が講ずべき措置等(本条)につい

ての書類調査を行いながら安全衛生方針・

災害発生状況の聴き取り、②実地調査(工場

建屋内等の臨検監督)による本条を中心と

した履行状況の確認から構成される。なお、

①→②の順番とは限らず、状況によっては

②から着手する場合がある。定期監督にお

いては、①労働衛生の３管理のうち、特に

「作業管理」について、限られた状況の中で

十分な調査・検証はできない場合があるこ

と、②関連規則の条文が多岐にわたるため、

現場において対象を絞らざるを得なかった

こと、③西陣織や友禅染など伝統産業では、

製品の原料・材料として使用している物質

の内容・成分がよく分からない、又は教えて

くれないこと、④有害物質の使用量や使用

時間により、規定の適用除外あるいは特例

となる場合(例えばパンクの修理等で少量

の有害物質を使用する場合)、取り扱いで間

違ったこと、⑤臨検監督は数時間であるこ

とから、監督した時点の作業のみが対象と

なり、見ていない時間帯及び作業に違反が

あったとしても分からないことのように、

監督指導において困難な状況がしばしば生

じる。特に、④については、常に少量と常時

性が問題となる。有機溶剤の場合、監督官が

個人的には健康障害にはならないと考える

使用量である場合でも、局所排気装置の設

置などの指導をしなければならず、事業者
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の理解を得るのに苦労する。さらに、1 週間

に 1 回程度しか使用しない場合など使用頻

度が間歇的であるときの「常時」性につい

て、監督署によっては基準を設定している

場合もあるものの、統一的な基準は設定さ

れていない。基準が設けられていない場合

には、常識に照らして判断を行うが、臨時で

なければ常時と解するなど労働者にとって

有利な適用を行うことがある。 
そして、事業所の臨検監督を行った結果

として違反が認められた場合には、まず、違

反事項を明確に示し、是正期日を示したう

えで、「是正勧告書」を交付する。すぐ作業

を停止させる必要があるときには、使用停

止あるいは作業停止などの命令書(「使用停

止等命令書」)を交付する場合もあるものの、

実態として、衛生面においては機械設備な

どの安全面を比較してその数は多くない。

違反が認められた場合には、まず、前述の文

書により違反となった法条文を明示して指

摘を行う。具体的は、関連規則において違反

を特定したうえで、本条を表示して指導・勧

告を行う。なお、本条第 3 号に定める精神

的要因に関しては対象となる規則・条文が

思い浮かばないため、ガイドラインや要綱

を根拠とした監督を行っていたとのことで

ある(例えば、腰痛や頚肩腕症候群、作業関

連疾患、ストレスなど)。また、法違反でな

い事項には、指導票の交付を行う。 
法令違反の指摘に加えて、法令の背景に

ある疾病の「こわさ」、是正の方法(類似事

例における好事例の提供など)、労働衛生の

3 管理の内容等を「指導票」によって行うこ

ともある。 
 本条に基づく各条文を適用するにあたっ

ては、当該作業が各条文の構成要件に必ず

しも完全に該当している場合でなく、多少

の疑義がある場合であっても、有機則や特

化則などの目的である健康障害防止の観点

から若干広義に解釈して違反を指摘してき

たとのことであった。もっとも、罰則との関

係においては、罪刑法定主義が問題になる

点には留意すべきであろう。なお、そのよう

な場合には、危険性を説明することで理解

を得るように努めている。 
さらに、安全衛生については、法や規則に

定めた事項の指摘だけではなく、改善方法

等についての指導が重要な部分を占めるこ

とがあるところ、監督官は法令違反を指摘

するのが仕事であることから、局所排気装

置のフードの選択や形状など細かな指導が

できていないのが現状である。 
  
５．２．２ 各規則における適用の実際 
５．２．２．１ 安衛則 
 第 576 条(有害原因の除去)、第 577 条(ガ
ス等の発散の抑制)、第 579 条(排気の処理)
は、特別衛生規則が適用されない有害物す

べてに適用できるものの、違反とする明確

な基準がないことから、全く使用されるこ

とはない。 
第 578 条(内燃機関の使用禁止)は、例え

ば、建設現場の地下工事現場、隧道工事現場

などで発電用エンジンを使用して一酸化炭

素中毒が毎年のように発生しており(工事

現場では、電気がまだ来ていない段階で工

事をすることが多いため、発電用設備を使

用することが多い)、臨検監督時に本条の基

づく勧告を行うことが多い。 
第 581 条(病原体の処理)は医療機関の廃

棄物に関する法律が別途あるため、第 582
条(粉じんの飛散の防止)は粉じん則を適用
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の理解を得るのに苦労する。さらに、1 週間
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するため、適用されることはない。 
騒音について、まず、第 583 条の 2(騒音

を発する場所の明示等)は、「騒音障害防止

のためのガイドライン」(平成 4 年 10 月 1
日基発第 546 号)と併せて、実際に騒音現場

でよく適用される。次に、第 584 条(騒音伝

ぱの防止)については、現場の作業状況に鑑

みて、可能な範囲での措置を指導する。囲い

が全くなされていない場合には法違反とな

るとして勧告をすることもあるものの、実

際には何らかの措置を講じていることが多

いため、ほとんどが囲っている設備の改善

などの指導ベースになる。第 595 条(騒音障

害防止用の保護具)は、騒音職場の作業者に

耳栓を使用させるよう強力に指導を行う。 
第 592 条の 2 から同条の 6(ダイオキシ

ン)については、廃棄物の焼却施設は地方自

治体(実際の作業は民間企業に委託)が行っ

ていることから、測定、保護具の使用などは

ほぼ適正に行われており、臨検監督時には

確認を行う。 
第 593 条(保護具)は、特別衛生規則につ

いて定められている事項以外の場面での適

用となる。例えば、有機則では防毒マスク・

送気マスクについて規定しているが、ゴム

手袋や長靴などの皮膚障害防止などについ

ては規定されていないため、本条の適用と

なる。その他の実際の適用場面として、ガス

溶接やアーク溶接作業者の保護眼鏡、保護

手袋の指摘が多く存在する。 
 
５．２．２．２ 有機則 
 有機溶剤は塗装に用いられるなど、多く

の職場で使用しているため、有機溶剤を主

眼とした臨検は計画的に行われている。有

機則においては、局所排気装置、全体換気装

置、防毒マスクの使用が特に重要であるこ

とから、必ず確認を行う(第 5 条、第 6 条、

第 10 条、第 15 条、第 18 条、第 33 条)。ま

た、人体に及ぼす作用等の掲示については、

大臣告示で定められた表示があるため、必

ず確認する(第 24 条)。さらに、本規則の適

用にとどまらず、特に家内労働については、

前述のペップサンダル事件のような災害事

例を用いて、有機溶剤のこわさを伝えるこ

とも重要となる。 
 
５．２．２．３ 特化則 
 特化物は、第 2 類物質、第 3 類物質の取

扱い事業場の監督が最も多い。特化物も多

くの職場で使用されているため、特化物を

主眼とした計画的な臨検が行われている。

最も重要なのは、第 2 類物質を取り扱って

いる場合に局所排気装置等の設置があるか

否かになるため、必ず確認する(第 5 条)。ま

た、必ず確認する事項としては、現場の作業

管理状況が如実に分かるため、汚染された

ぼろ等を不浸透等の容器に入れているか

(第 12 条の 2)、管理特別物質についての人

体に及ぼす作用を掲示しているか(第 38 条

の 3)、労災認定の際に重要な資料となるた

め、管理特別物質取り扱い作業者の作業の

記録の作成保存(第38条の4)が挙げられる。 
 
５．２．２．４ 鉛則 
 鉛の使用事業場は減少傾向にあるものの、

鉛蓄電池製造事業場では作業環境測定の評

価が管理 3 の事業場もあるため、依然とし

て臨検監督が重要な状況である。本規則の

うち中心的に確認する事項として、局所排

気装置関連の条項(第 5 条、第 7 条、第 17
条、第 18 条、第 30 条)、除じん装置がある
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か否か(第 26 条、第 29 条)、防じんマスク

の使用(第 58 条)などが挙げられる。 
 
５．２．２．５ 酸欠則 
 井戸、マンホール、タンクなど酸欠等の危

険作業箇所はたくさんあるところ、酸欠、硫

化水素中毒の危険性の認識がない事業場も

あるため、酸欠危険作業(施行令別表 6)の作

業場には計画的に臨検監督を実施する。酒

造・醤油等製造会社、建設中の工事現場(圧
気工法、ビル工事など)、NTT のマンホール

や地下の洞道、送電会社のマンホールや地

下の送電線用隧道などが臨検対象となる。

本規則では、第 5 条に基づく換気(酸素 21%
以上、硫化水素 10ppm 以下の確保)が酸欠

災害防止の基本となることから、必ず確認

を行う。また、第 8 条(人員の点検)では氏名

札を使用するなどの方法を指導、第 9 条(立
入禁止)では酸欠場所である旨の表示をす

るよう指導を行っている。第 20 条(冷蔵室

等に係る措置)では、非常照明があるかなど

は指導ベースで行う。さらに、第 21 条(溶
接に係る措置)は、大企業の製造工場でも認

識が薄い条項である。 
 
５．２．２．６ 粉じん則 
 粉じん対象作業は多岐にわたることから、

粉じん則のみを主眼とする臨検を行うより

も、工場の監督、建設現場の監督の際に併せ

て粉じん作業について確認することが多い。

もっとも、陶磁器製造、鋳物製造、非鉄金属

製品製造などは、粉じんを主眼とする臨検

監督が実施される。粉じん作業については、

注水や湿潤状態での作業としているか否か

が最も重要となるため、重点事項として確

認を行う(第 4 条)。また、防じんマスクの使

用も、特に建設現場などにおいて確認がな

される(第 27 条)。 
 
５．２．２．７ 電離則 
 電離則の臨検対象は、医療機関(レントゲ

ン技師や医師)、医療用エックス線の機械を

製造している事業場、造船所などでのエッ

クス線を使用しての非破壊検査、コンビナ

ートなどでのイリジウム 192 などでの非破

壊検査、紙製品等の厚み測定、原子力発電所

が中心となる。計画的な臨検監督が行われ

るが、その数は多くはない。 
 
５．２．２．８ 四アルキル鉛則 
 四アルキル鉛は加鉛ガソリンを製造する

コンビナートのみであり、実際の混入作業

作業は、3 面が開放され、漏れてもわかるよ

うにすべての面を白色ペンキで塗っており、

作業者も白色の作業着で作業する。臨検の

ポイントは、防毒マスク、防護服の使用、シ

ャワー、洗身用の薬品、除毒材の備え付けの

確認である。 
 
５．３ 令和 2 年度本研究プロジェクトに

よる行政官・元行政官向け法令運用実態調

査(三柴丈典担当) 
 本調査において、安衛法にある条文と、そ

れに紐づく重要な省令の条文が適用された

事例のうち、その条文の特徴をよく示すも

の(設問 1)、並びに設問 1 で挙げた章・節以

外に属する条文と、それに紐づく重要な省

令の条文の性格をよく示すもの(設問 2)を
回答する項目がある。本条に関連する回答

は、以下のとおりである。 
 まず、設問 1 について、①局所排気装置

の未設置、呼吸用保護具の未着用、②昭和
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か否か(第 26 条、第 29 条)、防じんマスク
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るよう指導を行っている。第 20 条(冷蔵室

等に係る措置)では、非常照明があるかなど
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粉じん則のみを主眼とする臨検を行うより

も、工場の監督、建設現場の監督の際に併せ

て粉じん作業について確認することが多い。
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５．２．２．７ 電離則 
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ートなどでのイリジウム 192 などでの非破

壊検査、紙製品等の厚み測定、原子力発電所

が中心となる。計画的な臨検監督が行われ

るが、その数は多くはない。 
 
５．２．２．８ 四アルキル鉛則 
 四アルキル鉛は加鉛ガソリンを製造する

コンビナートのみであり、実際の混入作業

作業は、3 面が開放され、漏れてもわかるよ

うにすべての面を白色ペンキで塗っており、

作業者も白色の作業着で作業する。臨検の

ポイントは、防毒マスク、防護服の使用、シ

ャワー、洗身用の薬品、除毒材の備え付けの

確認である。 
 
５．３ 令和 2 年度本研究プロジェクトに

よる行政官・元行政官向け法令運用実態調

査(三柴丈典担当) 
 本調査において、安衛法にある条文と、そ

れに紐づく重要な省令の条文が適用された

事例のうち、その条文の特徴をよく示すも

の(設問 1)、並びに設問 1 で挙げた章・節以

外に属する条文と、それに紐づく重要な省

令の条文の性格をよく示すもの(設問 2)を
回答する項目がある。本条に関連する回答

は、以下のとおりである。 
 まず、設問 1 について、①局所排気装置

の未設置、呼吸用保護具の未着用、②昭和

分担研究報告書（佐々木達也） 

 

52 年、メッキ工場で、個別指導による立ち

入りで有機溶剤の危険・有害性などの掲示

が汚損され、且つ機械設備の陰に隠れてい

る状況が現認されたことから、文書により

「掲示物の整備」と「掲示場所の位置変更」

を行政指導した事例(有機則第 24 条)、③(1)
屋内作業場で塗装しているのに、局所排気

装置が設置されていない、(2)局所排気装置

が設けられていても、制御風速が足りない

(いずれも有機則第 5 条の適用例)、④保護

衣、呼吸用保護具等の必要な保護具を使用

させず、ガス等による健康障害を防止する

ための必要な措置を講じなかった(特化則

第 5 条の適用例)、⑤金属アーク溶接作業に

従事させていたにもかかわらず、労働者に

防じんマスクを使用させていなかったため、

是正勧告を行った(粉じん則第 27 条の適用

例)、⑥ドラム缶に入ったホルムアルデヒド

に薬剤を入れる作業を、労働者に鶏舎内で

かつ送気マスク等の呼吸用保護具を使用さ

せずに行っていたため、特化則第 38 条の

14 第 2 号違反を指摘した、⑦立入禁止の表

示をしていない(安衛則第 585 条(立入禁止

等)の適用例)、⑧石綿除去作業中、隔離養生

した屋内作業場で内燃機関(発電機)を稼働

させたことにより労働者が一酸化炭素中毒

になった(安衛則第 578 条の適用例)という

回答があった。 
 次に、設問 2 の回答は、「海上交通の事

業場において、自社が所有する船舶のプロ

ペラ修理のために、水中眼鏡と潜水スーツ、

アクアラング(＝水中で呼吸できる自給式

水中呼吸装置―注)のみを着用して海中に

入ったが、いつまでも浮上してこないため

捜索したところ、海底に沈んでいるところ

を発見された。水中時計、水深計、及び鋭利

な刃物を携行させるほか、救命胴衣又は浮

力調整具を着用させていなかった。」(高圧

則第 37 条の適用例)という回答があった。 
 
１．１ 条文 

第第二二十十三三条条    事事業業者者はは、、労労働働者者をを就就業業ささせせ

るる建建設設物物そそのの他他のの作作業業場場ににつついいてて、、通通路路、、

床床面面、、階階段段等等のの保保全全並並びびにに換換気気、、採採光光、、照照

明明、、保保温温、、防防湿湿、、休休養養、、避避難難及及びび清清潔潔にに必必要要

なな措措置置そそのの他他労労働働者者のの健健康康、、風風紀紀及及びび生生命命

のの保保持持ののたためめ必必要要なな措措置置をを講講じじななけけれればばなな

ららなないい。。  

  
１．２ 趣旨・内容 
１．２．１ 趣旨 
 本条は、労働者の就業する作業場所、取扱

操作をする機械、器具等の設備、取り扱う原

材料、あるいは作業の性質に応じて、労働衛

生面での十分な配慮がなされないとすると、

関係労働者は種々の健康障害を被ることと

なるため、事業者に健康障害の防止の措置

を義務づけている規定であり、建設物その

他の作業環境からみて必要な措置を定めた

ものである。 
 
１．２．２ 内容 
１．２．２．１建設物等に関する必要な措置 
 本条は建物その他の建設物等の構造上の

欠陥や作業環境の不適切が原因で健康、風

紀、生命の保持に支障が生ずることを防止

することを目的とし、事業者が所要の措置

を講じなければならないことを規定したも

ので、その対象は、労働者を就業させる建設

物その他の作業場に限られることになる。 
 本条に関連する規則として重要なものと

して、まず安衛則が挙げられる。同規則第
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540 条は「事業者は、作業場に通ずる場所及

び作業場内には、労働者が使用するための

安全な通路を設け、かつ、これを常時有効に

保持しなければならない。」(1 項)、「前項

の通路で主要なものには、これを保持する

ため、通路であることを示す表示をしなけ

ればならない。」(2 項)として、「通路」の

安全について定めている。また、第 543 条

は「事業者は、機械間又はこれと他の設備と

の間に設ける通路については、幅八十セン

チメートル以上のものとしなければならな

い。」として、機械間等の通路についての安

全を定めている。 
 
１．２．２．２ 事務所則 
 本条に関連する特別衛生規則としては、

事務所則(昭和 47 年労働省令第 43 号)が挙

げられる。事務所則の制定以前においては、

都市の人口集中や技術の進歩によって建築

物の大型化や気密化が急速に進められたも

のの、ビル内部の環境衛生についての関心

があまり高くなかったことから、室内空気

の汚染による頭痛、冷房病のような健康障

害、飲料水の汚染や悪臭の発生、不完全なご

み処理に起因する害虫の発生など環境衛生

上好ましくないことが数多くあった 46。ま

た、事務所労働に関する衛生上の基準は、安

衛則の第 3 編(衛生基準)の規定が適用され

てきたものの、同規則第 3 編の規定は、坑

内労働、粉じん作業、暑熱・低温作業、放射

線業務等いわゆる有害業務といわれる労働

態様に最もフィットしたもので、事務労働

の衛生上の規定を主たる目的とするもので

はなかった 47。そこで、このような実情に

対処し、事務所の衛生状態の改善を図るた

めに定められたのが事務所則である 

また、事務所則制定の背景には、以下の 3
つの要因があったことが指摘されている 48。 

一つ目は、当時の労働行政が、労働衛生面

について、「最低基準から快適基準へ」と変

化しており、事務所則もその一環であった

という時勢の変化であった。 
次に、1964 年(昭和 39 年)7 月 8 日、国際

労働条約機関(ILO)が、「商業及び事務所に

おける衛生に関する条約(第 120 号条約)」
を採択したことである。同条約は、同時に採

択された「商業及び事務所における衛生に

関する勧告」とあいまって、事務労働者の健

康保持及び快適な作業条件の確保のためも

憲章的な役割を果たし、事務所則の制定に

おいて大いに参考にされた。 
 最後に、昭和 45 年 4 月 14 日、建築物に

おける衛生的環境の確保に関する法律(ビ
ル管理法)が公布され、同年 10 月 13 日から

施行されたことである。この法律は、建築物

の高層化、大型化、所有と管理と使用の分離

化等により、これらの建築物における環境

衛生上の維持管理については、必ずしも十

分な配慮が払われていたとはいえず、空気

調和設備や給排水設備の管理の不適による

生理的障害や伝染性疾患の発生、ねずみ、こ

ん虫等の発生その他環境衛生上好ましくな

い事例が指摘されたという実情から、不特

定多数の者が使用し、または利用する建築

物の維持管理に関して必要な事項を定め、

公衆衛生の向上を図るために制定された 49。 
同法の制定に触発された労働省は学識経

験者からなる労働環境技術委員会を設置し、

労働環境改善の技術的事項について検討を

行った。そこでの検討結果を取りまとめ、昭

和 45 年 11 月 27 日、労働省は中央労働審

議会に対して、「事務所等の用途に供する建
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540 条は「事業者は、作業場に通ずる場所及

び作業場内には、労働者が使用するための

安全な通路を設け、かつ、これを常時有効に

保持しなければならない。」(1 項)、「前項

の通路で主要なものには、これを保持する

ため、通路であることを示す表示をしなけ

ればならない。」(2 項)として、「通路」の

安全について定めている。また、第 543 条

は「事業者は、機械間又はこれと他の設備と

の間に設ける通路については、幅八十セン

チメートル以上のものとしなければならな

い。」として、機械間等の通路についての安

全を定めている。 
 
１．２．２．２ 事務所則 
 本条に関連する特別衛生規則としては、

事務所則(昭和 47 年労働省令第 43 号)が挙

げられる。事務所則の制定以前においては、

都市の人口集中や技術の進歩によって建築

物の大型化や気密化が急速に進められたも

のの、ビル内部の環境衛生についての関心

があまり高くなかったことから、室内空気

の汚染による頭痛、冷房病のような健康障

害、飲料水の汚染や悪臭の発生、不完全なご

み処理に起因する害虫の発生など環境衛生

上好ましくないことが数多くあった 46。ま

た、事務所労働に関する衛生上の基準は、安

衛則の第 3 編(衛生基準)の規定が適用され

てきたものの、同規則第 3 編の規定は、坑

内労働、粉じん作業、暑熱・低温作業、放射

線業務等いわゆる有害業務といわれる労働

態様に最もフィットしたもので、事務労働

の衛生上の規定を主たる目的とするもので

はなかった 47。そこで、このような実情に

対処し、事務所の衛生状態の改善を図るた

めに定められたのが事務所則である 

また、事務所則制定の背景には、以下の 3
つの要因があったことが指摘されている 48。 

一つ目は、当時の労働行政が、労働衛生面

について、「最低基準から快適基準へ」と変

化しており、事務所則もその一環であった

という時勢の変化であった。 
次に、1964 年(昭和 39 年)7 月 8 日、国際

労働条約機関(ILO)が、「商業及び事務所に

おける衛生に関する条約(第 120 号条約)」
を採択したことである。同条約は、同時に採

択された「商業及び事務所における衛生に

関する勧告」とあいまって、事務労働者の健

康保持及び快適な作業条件の確保のためも

憲章的な役割を果たし、事務所則の制定に

おいて大いに参考にされた。 
 最後に、昭和 45 年 4 月 14 日、建築物に

おける衛生的環境の確保に関する法律(ビ
ル管理法)が公布され、同年 10 月 13 日から

施行されたことである。この法律は、建築物

の高層化、大型化、所有と管理と使用の分離

化等により、これらの建築物における環境

衛生上の維持管理については、必ずしも十

分な配慮が払われていたとはいえず、空気

調和設備や給排水設備の管理の不適による

生理的障害や伝染性疾患の発生、ねずみ、こ

ん虫等の発生その他環境衛生上好ましくな

い事例が指摘されたという実情から、不特

定多数の者が使用し、または利用する建築

物の維持管理に関して必要な事項を定め、

公衆衛生の向上を図るために制定された 49。 
同法の制定に触発された労働省は学識経

験者からなる労働環境技術委員会を設置し、

労働環境改善の技術的事項について検討を

行った。そこでの検討結果を取りまとめ、昭

和 45 年 11 月 27 日、労働省は中央労働審

議会に対して、「事務所等の用途に供する建
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築物の衛生基準規則案要綱」について諮問

し、同規則案要綱によることが適当である

旨の答申を得、事務所則(昭和 46 年労働省

令第 16 号)として公布制定された 50。 
 そして、昭和 47 年の安衛法の制定に伴い、

同法の省令として、改めて事務所則(昭和 47
年労働省令第 43 号)として制定された。こ

の規則は、従来の事務所則を ILO 条約第

120 号に照らすなどして全面的に検討を加

え、騒音・振動の防止、十分な飲料水の供給、

被服の乾燥設備の設置等の規制を追加して

充実整備し、事務所における衛生基準をよ

り適切にしたものである 51。 
 事務所則とビル管理法との適用関係につ

いて最も問題があるのは、ビルの中にある

事務所である。ビル管理法にいう特定建築

物(＝事務所等の用途に供される部分の延

べ面積が 5,000㎡以上の建築物(他の用途に

供される部分の延べ面積が事務所等の延面

積の 10%を超えるものを除く)等のこと(同
法施行令第 1 条))の中の事務所に対する職

権の行使については、旧労働省と旧厚生省

で覚書を交わしており、①ビルの用途が、も

っぱら事務所の用途に供されるものである

場合には、主として労働省側において職権

を行使する、②もっぱら事務所以外の用途

に供されている建築物については、厚生省

側において職権を行使するとされている

(昭 44.5.15)52。 
 その後、①技術改良等により、中央管理方

式以外の空気調和設備等が比較的規模の大

きな建築物においても導入されるようにな

ってきている中で、換気量が十分に確保さ

れず、室内空気の汚染が懸念される等の問

題が指摘されたこと、②建築物の気密性の

向上、化学物質を放出する多くの建築材料

等の普及に伴い、ホルムアルデヒド等の化

学物質による室内空気の汚染、それによる

健康影響への指摘がなされたことから、

2004 年 3 月に、空気環境の調整が必要な対

象機器の拡大、ホルムアルデヒドに係る基

準の設定及び測定等が新たに加えられる内

容の規則改正がなされている 53。 
事務所則における危害防止基準としては、

第二章において事務所の環境管理 (第 2 条

～第 12 条)、第三章において清潔(第 13 条

～第 18 条)、第四章において休養(第 19 条

～第 22 条)の定めが設けられている。各章

の概要は以下のとおりである 54。 
まず、事務所の環境で、多くの働く人がい

ると問題になる室の狭さ、換気、一酸化炭素

の含有量の改善が必要となるため、第二章

の環境管理は、気積、換気、温度、空気調和

設備等による調整、燃焼器具、作業環境測

定・測定方法、照度、騒音及び振動の防止に

ついて規定している。 
次に、第三章の清潔は、事務所における清

潔を保持するための事項として、飲用・食器

洗浄用の給水の基準、排水設備の補修と掃

除、日常の定期の清掃及びねずみ等の防除、

廃棄物の処理、便所の所要数及び構造要件

ならびに洗面用施設と更衣設備の設置につ

いて規定している。 
第四章の休養は、事務作業に伴う疲労の

防止などを図るため、休憩室の設置、睡眠や

仮眠の設備とそのための寝具の備付け、休

養室の設置、ならびに持続的立作業におけ

る椅子の設置について規定している。 
 
１．２．２．３ 罰則 

事業者が、本条に違反して必要な措置を

講じない場合には、六カ月以下の懲役又は
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50 万円以下の罰金に処せられる(安衛法第

119 条 1 号)。 
 
２． 沿革 

工場法(明治 44年 3 月 29日 法律第 46 号) 
・第 13 条「行政官廳ハ命令ノ定ムル所ニ依

リ工場及付属建設物竝設備カ危害ヲ生シ又

ハ衛生、風紀其ノ他公益ヲ害スル虞アリト

認ムルトキハ豫防又ハ除害ノ為必要ナル事

項ヲ工業主ニ命シ必要ト認ムルトキハ其ノ

全部又ハ一部ノ使用ヲ停止スルコトヲ得」 

 

工場危害予防及衛生規則(昭和 4 年 6 月 20
日 内務省令第 24 号) 
・第 31 条「地方長官ハ衛生又ハ危害予防上

必要ト認ムルトキハ工場及附属建設物ノ採

光、換気ノ為窓面ノ増加又ハ照明装置其ノ

他適当ナル処置ヲ命ズルコトヲ得」 
・第 32 条「工場ニハ負傷者ノ救護ニ必要ナ

ル救急用具及材料ヲ備フベシ但シ作業ノ性

質上傷害ノ虞ナキ場合ニ於テハ此ノ限ニ在

ラズ 
 救急具及材料ノ備付場所及使用方法ハ之

ヲ従業者ニ周知セシムベシ」 
・第 33 条「食堂、炊事場及食器ハ常ニ清潔

ニ保ツベシ 
 食堂及炊事場ニハ工場法施行規則第八条

第一項ノ疾病ニ罹レル者ヲ使用スルコトヲ

得ズ」 
・第 34 条「更衣所及浴場ハ之ヲ男女用ニ区

別スベシ」 
・第 35 条「地方長官ハ前各条ニ定ムルモノ

ノ外工場及附属建物並設備ガ危害ヲ生ジ又

ハ衛生、風紀其ノ他公益ヲ害スル虞アリト

認ムルトキハ予防又ハ除害ノ為必要ナル事

項ヲ工業主ニ命ズルコトヲ得」 

・第 36 第「九条ノ規定ニ違反シタル者又ハ

第二十一条ノ場所ニ於テ喫煙ヲ為シ其ノ他

濫リニ火気ヲ使用シタル者ハ科料ニ処ス」 

 

労基法旧第 43 条 
 「使用者は、労働者を就業させる建設物及

びその附属建設物について、換気、採光、照

明、保温、防湿、避難及び清潔に必要な措置

その他労働者の健康、風紀及び生命の保持

に必要な措置を講じなければならない。」 

 本条も第 22 条と同様に、工場法 13 条が

前身となっている規定であるそして、工場

危害予防及衛生規則が、工場及びその附属

建設物の採光や換気など、建物その他の建

設物の欠陥から生じる危険と列挙して、詳

細な定めを置いていることも第 22 条の沿

革と同様である。 
労基法旧第 43 条が建設物を危害防止の

対象として、使用者に危害防止の義務を規

定し、その具体的内容は労基法旧第 45 条の

命令に委任されていた。本条は労基法旧第

43 条に相当する規定である。 
 
３． 背景となった災害 
 本条も、前条と同様に、労働者の健康、風

紀、生命の保持に支障を生じる建物その他

の建設物等の構造上の欠陥や作業環境を抽

象的かつ広範囲で列挙していること、そし

て具体的な内容は関連規則委ねられている

ことから、本条に定める危害防止基準を制

定する際に背景となった災害を特定するこ

とは困難であると思われる。 
 しかし、工場危害予防及衛生規則の時代

から本条と同様の規定が置かれていること

から、建設物や作業環境において労働者の

健康や生命に危害を及ぼす要因は時代を越
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50 万円以下の罰金に処せられる(安衛法第

119 条 1 号)。 
 
２． 沿革 

工場法(明治 44年 3 月 29日 法律第 46 号) 
・第 13 条「行政官廳ハ命令ノ定ムル所ニ依

リ工場及付属建設物竝設備カ危害ヲ生シ又

ハ衛生、風紀其ノ他公益ヲ害スル虞アリト

認ムルトキハ豫防又ハ除害ノ為必要ナル事

項ヲ工業主ニ命シ必要ト認ムルトキハ其ノ

全部又ハ一部ノ使用ヲ停止スルコトヲ得」 

 

工場危害予防及衛生規則(昭和 4 年 6 月 20
日 内務省令第 24 号) 
・第 31 条「地方長官ハ衛生又ハ危害予防上

必要ト認ムルトキハ工場及附属建設物ノ採

光、換気ノ為窓面ノ増加又ハ照明装置其ノ

他適当ナル処置ヲ命ズルコトヲ得」 
・第 32 条「工場ニハ負傷者ノ救護ニ必要ナ

ル救急用具及材料ヲ備フベシ但シ作業ノ性

質上傷害ノ虞ナキ場合ニ於テハ此ノ限ニ在

ラズ 
 救急具及材料ノ備付場所及使用方法ハ之

ヲ従業者ニ周知セシムベシ」 
・第 33 条「食堂、炊事場及食器ハ常ニ清潔

ニ保ツベシ 
 食堂及炊事場ニハ工場法施行規則第八条

第一項ノ疾病ニ罹レル者ヲ使用スルコトヲ

得ズ」 
・第 34 条「更衣所及浴場ハ之ヲ男女用ニ区

別スベシ」 
・第 35 条「地方長官ハ前各条ニ定ムルモノ

ノ外工場及附属建物並設備ガ危害ヲ生ジ又

ハ衛生、風紀其ノ他公益ヲ害スル虞アリト

認ムルトキハ予防又ハ除害ノ為必要ナル事

項ヲ工業主ニ命ズルコトヲ得」 

・第 36 第「九条ノ規定ニ違反シタル者又ハ

第二十一条ノ場所ニ於テ喫煙ヲ為シ其ノ他

濫リニ火気ヲ使用シタル者ハ科料ニ処ス」 

 

労基法旧第 43 条 
 「使用者は、労働者を就業させる建設物及

びその附属建設物について、換気、採光、照

明、保温、防湿、避難及び清潔に必要な措置

その他労働者の健康、風紀及び生命の保持

に必要な措置を講じなければならない。」 

 本条も第 22 条と同様に、工場法 13 条が

前身となっている規定であるそして、工場

危害予防及衛生規則が、工場及びその附属

建設物の採光や換気など、建物その他の建

設物の欠陥から生じる危険と列挙して、詳

細な定めを置いていることも第 22 条の沿

革と同様である。 
労基法旧第 43 条が建設物を危害防止の

対象として、使用者に危害防止の義務を規

定し、その具体的内容は労基法旧第 45 条の

命令に委任されていた。本条は労基法旧第

43 条に相当する規定である。 
 
３． 背景となった災害 
 本条も、前条と同様に、労働者の健康、風

紀、生命の保持に支障を生じる建物その他

の建設物等の構造上の欠陥や作業環境を抽

象的かつ広範囲で列挙していること、そし

て具体的な内容は関連規則委ねられている

ことから、本条に定める危害防止基準を制

定する際に背景となった災害を特定するこ

とは困難であると思われる。 
 しかし、工場危害予防及衛生規則の時代

から本条と同様の規定が置かれていること

から、建設物や作業環境において労働者の

健康や生命に危害を及ぼす要因は時代を越
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えて共通するものであるといえる。 
 また、本条との関連する特別衛生規則で

ある事務所則は、都市への人口集中や技術

の進歩に伴い新たに生じた問題に対応する

ために制定された規則であり、時代背景を

反映して展開した条文である。 
 
４． 関連判例 
４．１ 刑事事件 
M 製作所(労働安全衛生法違反被告)事件・

千葉簡判平 13.4.13 労判 835 号 86 頁、東京

高判平 14.3.22 労判 835 号 80 頁(安衛法 23
条、安衛則 540 条にいう「通路」の解釈) 
＜事実の概要＞ 
 被告人 Y1 社(以下、「Y1 社」)は、コンベ

ア等輸送機の製作、備付け等の事業を営む

ものであり、被告人 Y2(以下、「Y2」)は Y1
社の取締役であった。 
 Y1 社は F 製作所から K 県経済農業協同

組合連合会(以下、「農協連」)M 精米工場設

備増設工事の製品タンク等の設備工事を請

け負い、Y2 が Y1 社の工事の施工及び安全

管理全般の統括をする現場責任者となった。 
平成 11 年 8 月 29 日の作業中、機械室内

に設置された長さ約 41 センチメートル、幅

約 85 センチメートルにわたる開口部(1 階

のコンクリート床からの高さ約 9.1 メート

ルで、その間は中空、以下「本件開口部」)
が生じたため、Y2 は麻ロープを 2 本張らせ

るなどし、そのロープに白い布を結び付け

させたて、従業員とともにその場を離れた。

その後、増設機器の電気系統を点検しにき

た他社の労働者が、前記ロープをくぐり、本

件開口部をまたいで通ろうとした際、本件

開口部から 1 階のコンクリート床に転落し

て間もなく死亡した。 

 この事故について、Y1 社らは安全衛生法

令上の措置義務違反(安衛法第 23 条、第 27
条(安全措置義務)、安衛則 540 条 1 項(安全

通路保持))により起訴された。 
 第一審判決は、「本件床面は、元々、経済

農協連により、作業場(機械室)内で各種機器

の保守・点検場所を順次移動するために設

けられた本件通路の一部を形成していたも

のであり、Y2 らが本件床面を足場として据

付作業をしていた間は、一時的には規則

544 条〔安衛則―注〕にいう作業場の床面と

して利用されたとしても、その作業終了後

は、本件通路は、全体として本体等工事、電

気工事、保守・点検等をするための通路とし

ての機能を回復し、それらに従事する労働

者の使用に供されていたのであるから、本

件床面は、規則 540 条にいう『通路』に該

当することは明らかであ」る。 
「Y1 社は、本体等工事中、本件工場内で

既存の通路に改変を加えた事業者(施工業

者)として、規則 540 条により、配下の派遣

労働者やその他工事及び本件工場関係者ら

が使用するための通路を有効に保持すべき

措置義務を負っていたところ、Y2 は、本体

等工事に関し被告人会社の現場責任者とし

て常駐し、本件開口部の危険性を承知して

いる者として、法 122 条〔安衛法―注〕に

より、右規則違反に該当する行為をしては

ならない義務を負っていながら、本件開口

部を放置して右義務に違反したものである

から、Y1 社は，Y2 の行為により、右措置

義務違反の責めを免れないというべきであ

る」として、Y1 社を罰金 15 万円に、Y2 を

罰金 15 万円に処すると判示した。 
 これに対して、東京高裁は以下のように、

Y1 社及び Y2 を無罪と判示した。 
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 安衛法第 23 条における通路の意義を検

討すると、安衛法は、「そもそも、労働者の

安全と健康を確保することなどを目的とす

るものであり(1 条)、同規則において、540
条 1 項で『事業者は、作業場に通ずる場所

及び作業場内には、労働者が使用するため

の安全な通路を設け、かつ、これを常時有効

に保持しなければならない。』と規定した上

で、通路であることの表示(540 条 2 項)、通

路の照明(541 条)、屋内に設ける通路の幅，

通路面の状態(542 条)、機械間の通路の幅

(543 条)等、通路の安全を確保するための基

準を示していることにかんがみれば、通路

とは労働者が通行する場所をいうと解する

のが相当である。」 
 Y2 と A ら 3 名は、「網状鋼板を取り付

けるため、足場板を取り外して本件開口部

を生じさせたが、この時点では、本件開口部

は Y1 社の労働者が作業をなす場所であっ

て、ここで作業中の労働者以外に、工場内で

働く Y1 社の労働者はそもそもいないから、

本件開口部は通路に当たらない。その直後、

忘れていたコーキング作業を思い出し、麻

ロープを張った上で、それぞれその場を離

れ、コーキング作業が終わり次第、その場に

戻って網状鋼板を取り付けることにしたわ

けであるが、この時点では、本件開口部は

Y1 社の労働者が作業をなす場所ではなく

なったとはいえ、……工場内で働く Y1 社

の労働者は、Y2 を除けば A ら 3 名だけで

あるから、それ以外の Y1 社の労働者が本

件開口部を通行することはあり得ず、A ら

3 名がコーキング作業中に戻ってきて本件

開口部を通行することも考え難いから、本

件開口部は通路に当たらないというべきで

ある。そして、コーキング作業終了後に A

ら 3 名が本件開口部に戻ってくれば、網状

鋼板を取り付けることになるから、その時

点では A ら Y1 社の労働者全員の作業する

場所となり、それ以外の労働者が通行する

こともあり得ず、通路になるわけではない。

実際には、本件開口部を農協連職員の B や

I 電からの依頼を受けた C が通行し、ある

いは通行しようとしたが、これらの者は Y1
社の労働者ではないから、これらの者が通

行することがあるとしても、Y1 社の労働者

にとっての通路になるわけではない。」 
 
４．１．２ 検討 
 本件は、開口部が安衛法第 23 条における

「通路」に当たるか否かは、開口部が生じた

以後の時点によるとして、3 つの時点につ

き検討し、いずれも「通路」には当たらない

と判示する。この判示において重要となる

のは、開口部が生じた以後の時点、かつ Y1
社の労働者を基準に「通路」という概念を検

討していることであり、地裁判決と高裁判

決の結論を分けたポイントである。本件に

ついて学説には、Y1 社と Y2 にとって、「通

路か否かの判断を、本件開口部が生じた後

の時点に限り、事故が配慮すべき労働者に

関してのみ行うのではなく、開口部が生じ

た以前の状況や第三者の行動まで考慮に入

れて行うべきとすることは、厳格であるべ

き刑事事件の判断として妥当ではなかろう」

との見解が見られる 55。 
 もっとも、また、判旨によると、同一の場

所が「通路」であるか否かはその時点の労働

者の作業状況次第であることになるが、こ

のように解するとどの時点において当該場

所が「通路」に当たるかについての判断が事

業者にとって予見することが難しいケース
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 安衛法第 23 条における通路の意義を検

討すると、安衛法は、「そもそも、労働者の

安全と健康を確保することなどを目的とす

るものであり(1 条)、同規則において、540
条 1 項で『事業者は、作業場に通ずる場所

及び作業場内には、労働者が使用するため

の安全な通路を設け、かつ、これを常時有効

に保持しなければならない。』と規定した上

で、通路であることの表示(540 条 2 項)、通

路の照明(541 条)、屋内に設ける通路の幅，

通路面の状態(542 条)、機械間の通路の幅

(543 条)等、通路の安全を確保するための基

準を示していることにかんがみれば、通路

とは労働者が通行する場所をいうと解する

のが相当である。」 
 Y2 と A ら 3 名は、「網状鋼板を取り付

けるため、足場板を取り外して本件開口部

を生じさせたが、この時点では、本件開口部

は Y1 社の労働者が作業をなす場所であっ

て、ここで作業中の労働者以外に、工場内で

働く Y1 社の労働者はそもそもいないから、

本件開口部は通路に当たらない。その直後、

忘れていたコーキング作業を思い出し、麻

ロープを張った上で、それぞれその場を離

れ、コーキング作業が終わり次第、その場に

戻って網状鋼板を取り付けることにしたわ

けであるが、この時点では、本件開口部は

Y1 社の労働者が作業をなす場所ではなく

なったとはいえ、……工場内で働く Y1 社

の労働者は、Y2 を除けば A ら 3 名だけで

あるから、それ以外の Y1 社の労働者が本

件開口部を通行することはあり得ず、A ら

3 名がコーキング作業中に戻ってきて本件

開口部を通行することも考え難いから、本

件開口部は通路に当たらないというべきで

ある。そして、コーキング作業終了後に A

ら 3 名が本件開口部に戻ってくれば、網状

鋼板を取り付けることになるから、その時

点では A ら Y1 社の労働者全員の作業する

場所となり、それ以外の労働者が通行する

こともあり得ず、通路になるわけではない。

実際には、本件開口部を農協連職員の B や

I 電からの依頼を受けた C が通行し、ある

いは通行しようとしたが、これらの者は Y1
社の労働者ではないから、これらの者が通

行することがあるとしても、Y1 社の労働者

にとっての通路になるわけではない。」 
 
４．１．２ 検討 
 本件は、開口部が安衛法第 23 条における

「通路」に当たるか否かは、開口部が生じた

以後の時点によるとして、3 つの時点につ

き検討し、いずれも「通路」には当たらない

と判示する。この判示において重要となる

のは、開口部が生じた以後の時点、かつ Y1
社の労働者を基準に「通路」という概念を検

討していることであり、地裁判決と高裁判

決の結論を分けたポイントである。本件に

ついて学説には、Y1 社と Y2 にとって、「通

路か否かの判断を、本件開口部が生じた後

の時点に限り、事故が配慮すべき労働者に

関してのみ行うのではなく、開口部が生じ

た以前の状況や第三者の行動まで考慮に入

れて行うべきとすることは、厳格であるべ

き刑事事件の判断として妥当ではなかろう」

との見解が見られる 55。 
 もっとも、また、判旨によると、同一の場

所が「通路」であるか否かはその時点の労働

者の作業状況次第であることになるが、こ

のように解するとどの時点において当該場

所が「通路」に当たるかについての判断が事

業者にとって予見することが難しいケース
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が存するであろう点は課題となろう。 
 本件は刑事事件であるため、事件の処理

としては妥当であると思われるものの、安

衛法が労災の予防を目的としていることに

鑑みると、同事件のように多数の関係者(工
場の所有者、元請、複数の下請など)が同一

場所で作業をする際に、どのように企業横

断的な労災防止対策をすべきかについては

検討する必要性があろう。同事件は、ある下

請会社の作業が原因で他社の労働者が被災

した事件であるところ、民事訴訟であれば、

開口部を放置することにより工場内で作業

する誰かが転落する危険性があることによ

って Y1 社らの民事責任が認められうる。

しかし、そうした救済はあくまで発生した

事故に対する責任であり、労災の発生を防

ぐためには関係当事者間の連携と責任(刑
事責任も含めて)の明確化が必要であると

考えられる。同事件のように普段から工場

内で作業する多くの者が通路として利用す

る場所等は、当該場所で直接的に作業する

労働者のみでなく、工場内で作業する者す

べてにとって危険が生ずることとなるため、

特に対策が重要となろう。 
 
４．２ 民事事件 
４．２．１ スズキ自販中部事件・津地四日

市支判昭 51.2.9 判時 822 号 89 頁(ゴミ焼却

作業中の火傷に対する使用者の安全保障義

務違反の有無) 
＜事実の概要＞ 
 被告 Y 社(以下、「Y 社」)に雇用され、Y
社四日市営業所に勤務していた原告X(以下、

「X」)は、昭和 48 年 1 月 13 日、同営業所

のごみ焼場所とされていた同営業所裏庭に

おいて、X の所属事務所から出た不用カタ

ログや紙くず等のごみを焼却すべく、これ

を従前の焼け残りのごみの上に積み重ねる

ように捨ててマッチで火をつけ燃やしてい

たところ、右従前の焼け残りのごみの中に

入っていたガススプレーとおぼしい物が突

然爆発し、右焼却場所から一メートル位離

れて立っていた X の両足のストッキングに

火が燃え移り、よって X は両下肢に熱傷を

負った(以下、「本件事故」)。 
 そこで、X が Y 社に対して本件事故につ

き、雇用契約上の安全保障義務違反に基づ

き損害賠償請求をした。 
 
＜判旨＞ 
 「本件事故当時 X が雇用されていた Y 社

が、従業員たる X に対し、雇用契約上の安

全保障義務を負担していた」。 
 「屋外である同営業所裏庭の平地を、焼却

場として継続的に利用するときは、従前の

焼却物の残滓の中あるいは当日の新たなご

みくず等の廃棄物の中に、誰かが不用意に

捨てた、本件事故時の爆発物であったと推

測されるガススプレー等の危険物が混入す

ることなども考えられ、そのような場合、本

件のような事故が発生し得ることは予測さ

れなくもないことであって、してみれば、Y
社としては、このような事故を未然に防ぐ

ため、より機能的な大型の事業所用焼却炉

を設置して常に整備につとめ、あるいはま

たコンクリートブロック等で囲んだ安全な

焼却場をしつらえるなど、X ら従業員の廃

棄物焼却作業が安全に遂行できるよう、同

営業所の物的設備を整えるべき、前記雇用

契約上の安全保障義務があったと認められ

るところ、前認定の事実にてらし、また本件

全証拠によるも、本件事故当時同会社が右
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の義務を十分に履行していたことを認める

ことはできない」。 
 本件事故は、「Y 社が雇用契約上の安全

保障義務に基づく、十分な物的設備の整備

を怠った結果、X が危険な屋外の平地での

焼却作業に従事していたために発生したも

のと認められるから、同会社は、……本件事

故によって生じた X の損害を賠償する責任

がある。」 
 「本件事故の発生については、X におい

ても、……危険な屋外の平地上でごみ等の

焼却を行うに当り、従前の焼却物の残滓の

上で焼却を始めるのであれば、右残滓の中

にガススプレー等の危険な不純物が混入し

ていないかどうかを一応確めたうえ、当日

のごみ等を捨てて点火するなどの注意を尽

すべきであったと考えられるところ、X に

はこのような注意を怠った過失が認められ

る」ことから、損害額の 2 割が過失相殺さ

れた。 
 
４．２．２ 内外ゴム事件・神戸地判平

2.12.27 労判 596 号 69 頁(安衛法、同規則、

有機則に定める使用者の義務との安全配慮

義務) 
＜事実の概要＞ 
 原告 X(以下、「X」)は、昭和 40 年に被告

Y 社(以下、「Y 社」)の作業員として採用さ

れ、昭和 45 年から昭和 52 年末までの大部

分の期間、トルエン、ヘキサン等の有機溶剤

を含有するゴム糊を使用する業務に従事し

ていた。 
 有機溶剤を含油するゴム糊を使用する業

務を行っていた各作業場は換気が悪く、ま

た X ら労働者は保護具を着用せずに作業を

していたため、高濃度の有機溶剤に曝露す

る作業環境であった。X は、体調不良によ

り診療所を受診したところ、医師は、X は Y
社の業務に起因して、慢性有機溶剤中毒に

罹患したものであり、その発症時期は遅く

とも昭和 52 年ころであると判断した。 
 そこで、X は Y 社に対して安全配慮義務

違反を根拠として損害賠償を請求した。 
 
＜判旨＞ 
 安衛法、安衛則並びに有機則の各規定は、

「いわゆる行政的な取締規定であって、右

各規定の定める義務は、使用者の国に対す

る公法上の義務と解される。 
しかしながら、右各規定の究極的目的は

労働者の安全と健康の確保にある(労安法 1
条参照。)と解するのが相当であるから、そ

の規定する内容は、使用者の労働者に対す

る私法上の安全配慮義務の内容ともなり、

その規準になると解するのが相当である。」 
 「本件において、Y 社は X に対し右各規

定の内容に則し次の具体的安全配慮義務を

負っていたと認めるのが相当である。 
(イ) 原告の従事する本件各作業場内の有

機溶剤曝露を最小限にするため、右作業場

に所定の規模・機能を持った局所排気装置

を設置すべきであった。(労安法第 22 条、

第 23 条。有機規則第 5 条、第 14 条ないし

第 18 条) 
(ロ) 呼吸用保護具(防毒マスク)、保護手袋

等適切な保護具を備えるべきであった。(労
安規則第 593 条、第 594 条。有機規則第 32
条ないし第 33 条)……」。 
 「Y 社は、X が本件各作業に従事中同人

に対し負っていた具体的安全配慮義務に違

反し、同人をして本件有機溶剤中毒に罹患

せしめたというほかはない。」 
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の義務を十分に履行していたことを認める
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ていないかどうかを一応確めたうえ、当日

のごみ等を捨てて点火するなどの注意を尽

すべきであったと考えられるところ、X に
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 有機溶剤を含油するゴム糊を使用する業

務を行っていた各作業場は換気が悪く、ま

た X ら労働者は保護具を着用せずに作業を

していたため、高濃度の有機溶剤に曝露す

る作業環境であった。X は、体調不良によ

り診療所を受診したところ、医師は、X は Y
社の業務に起因して、慢性有機溶剤中毒に

罹患したものであり、その発症時期は遅く

とも昭和 52 年ころであると判断した。 
 そこで、X は Y 社に対して安全配慮義務

違反を根拠として損害賠償を請求した。 
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 安衛法、安衛則並びに有機則の各規定は、

「いわゆる行政的な取締規定であって、右
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の規定する内容は、使用者の労働者に対す

る私法上の安全配慮義務の内容ともなり、

その規準になると解するのが相当である。」 
 「本件において、Y 社は X に対し右各規

定の内容に則し次の具体的安全配慮義務を

負っていたと認めるのが相当である。 
(イ) 原告の従事する本件各作業場内の有

機溶剤曝露を最小限にするため、右作業場

に所定の規模・機能を持った局所排気装置

を設置すべきであった。(労安法第 22 条、

第 23 条。有機規則第 5 条、第 14 条ないし

第 18 条) 
(ロ) 呼吸用保護具(防毒マスク)、保護手袋

等適切な保護具を備えるべきであった。(労
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に対し負っていた具体的安全配慮義務に違

反し、同人をして本件有機溶剤中毒に罹患
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４．２．３ 検討 
 スズキ自販中部事件は、使用者の義務違

反を認めつつも、労働者自身も注意すべき

義務を怠ったことから過失相殺を行ってい

ることから、使用者が対象条文に定められ

た義務違反を放置し、かつその危険性につ

いて労働者に対して指導や注意をしていな

いという状況下においても、労働者が安全

に作業を行うために自主的に注意する義務

を負う可能性があることを示唆していると

いえよう。 
 
５． 適用の実際 
５．１ 統計資料 
厚生労働省労働基局準監督課「労働基準

関係違反に係る公表事案(令和 2 年 12 月 1
日～令和 3 年 11 月 30 日公表分)」による

と、安衛法 23 条違反は 2 件(いずれも安衛

則第 540 条違反)であった。同「労働基準関

係違反に係る公表事案(令和 3 年 11 月 1 日

～令和 4 年 10 月 31 日公表分)」によると、

本条違反は 1 件(安衛則第 540 条違反)であ

った。また、『平成 30 年年報』によると、

安衛法第 20 条～第 25 条の違反状況におい

て、安衛則違反は 438 件、本条と関連性が

強い事務所則違反は 8 件である。『平成 31
年・令和元年年報』によると、安衛則違反は

369 件、事務所則違反は 8 件であった。『令

和 2 年年報』によると、安衛則違反は 382
件、事務所則違反は 9 件であった。なお、

この統計は安衛法第 20 条～第 25 条違反の

件数であるため、本条違反の件数は不明で

ある。 
さらに、『平成 30 年年報』によると、本

条の「送検事件状況(平成 30 年)」は 4 件で、

『平成 31 年・令和元年年報』によると、本

条の「送検事件状況（平成 31 年・令和元年）」

は 4 件であった。なお、『令和 2 年年報』

の「送検事件状況(令和 2 年)」には、本条違

反に関する記述はなかった。 
 
５．２． インタビュー 
５．２．１ 臨検監督の実際 
 本条を主眼とする臨検監督はなく、通常

の臨検監督時に併せて確認する。その際に

は、通路、床面、階段等の保全関係について

は留意するものの、換気、採光、照明、保湿

等の衛生基準関係についてはあまり重視し

ていない状況にある。特に、通路の確保は転

倒災害防止につながるため、重点的に確認

する。 
 
５．２．２ 各規則における適用の実際 
５．２．２．１ 安衛則 
 まず、通路の確保は、すべての安全の基本

となるため、工場、建設現場、事務所などす

べての事業場の臨検監督時に確認を行う。

工場では、白線などで表示しているか、工事

現場では床に表示したり、パイロンや単管

などで区画したりしているかどうかを確認

する。建設業では、通路の確保は重点的に指

導している(第 540 条)。次に、通路面に突起

物はないか、滑りやすくないか、踏み抜きは

ないか、上方 1.8m 以内に蛍光灯などの障

害物はないか、作業場の床面の確認(第 542
条、第 544 条)、通路の幅は 80cm 以上ある

か(第 543 条)も確認する。 
 危険物取扱作業場に 2 箇所以上の出入り

口があるかの点については、従来、危険物を

取り扱っていなかった室を取扱作業場に変

更した場合に、違反となる事例がある(第
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566 条)。 
照度(第 604 条)は、工場などの機械の手

元の照度が重要となるが、300lx では暗く実

際には 500lx 以上は確保されている。ただ

し、近時、建設現場における下請の作業現場

や手元の照明器具を元請が設置せずに、全

体的に暗い場合があり、下請が自ら調達、持

参しなければならない状況にあることから、

建設現場での照度の確保は臨検監督時に必

ず指導する。その際は、規則の 150lx、300lx
に関係なく、照明を確保するよう指導する。

また、採光及び照明については、6 か月ごと

の点検が義務付けられているものの、点検

内容が不明であることから、適用例はほと

んどない(第 605 条)。 
そのほか、休憩室等は、ビル内にある店舗

などの第三次産業については違反が見られ

ることがあり、労働者にとって休憩室は重

要な事項であることから、必ず確認を行う

(第 618 条)。第 619 条の清掃の実施はほと

んど死文であり、適用例は聞いたことがな

いとのことである。 
 
５．２．２．２ 事務所則 
 気積は事務所で違反が認められることが

あるため、労働者が多数いる室については

計算する(第 2 条)。照度については、「情報

機器作業における労働衛生管理のためのガ

イドラインについて」(令和元年 7 月 12 日

基発 0712 号第 3 号)に基づき、パソコンの

作業についてガイドラインの基準を満たし

ているかどうかを中心に調べるものの、

VDT 作業(＝液晶等の画面表示機器と、キー

ボードやマウス、タッチ画面等の入力機 器
による情報端末を使用する作業)での照度

が問題となることはほとんどない(第 10 条)。

休養室については、その有無及び男性用、女

性用の区別を確認する(第 21 条)。 
 
５．３ 令和 2 年度本研究プロジェクトに

よる行政官・元行政官向け法令運用実態調

査(三柴丈典担当) 
 まず、設問１について、①安衛則第 53 条

の適用により、健康管理手帳の交付が労働

者にされたとき、管理に困ることが想定さ

れる(携帯電話のアプリ等に連結させたほ

うが、管理・保存がしやすい)、②平成 2 年、

労働者数が 50 名を超える製造業の事業場

への立ち入りで、休養室が男女別に設置さ

れていないことから、改善されるまでの間

は、打ち合わせ室の一部を転用するなどの

緊急措置を指導し、しっかりと出入口、及び

室内の区画をレイアウトし、男女別に休養

室を整備し、鍵を設けて管理されるなどに

ついて、文書交付により行政指導を実施し

た(事務所則第 21 条)、③工場内に設置され

た安全通路が形骸化しており、労働者が移

動に際して、安全通路ではない積み上げら

れた資材の上を跨いでショートカットして

通行している状況を確認したため違反を指

摘し、是正報告においては、当該箇所の通行

に際しては、安全通路を通行するように徹

底させるとの報告はあった(安衛則第 540
条の適用例)、④事業場の敷地内で、凍結し

た地面(アスファルト)で転んで頭部を打っ

て労働者が死亡した事例について、路面凍

結防止剤を使用していなかったとして本条

を根拠に是正勧告(可罰性の有無に問題が

あったため、罰則は適用していない)を行っ

た(安衛則第 544 条)という回答があった。 
ただし、安衛則第 540 条の「通路」つい

ては、「安全な通路」が曖昧であり、労働災
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566 条)。 
照度(第 604 条)は、工場などの機械の手

元の照度が重要となるが、300lx では暗く実

際には 500lx 以上は確保されている。ただ

し、近時、建設現場における下請の作業現場

や手元の照明器具を元請が設置せずに、全

体的に暗い場合があり、下請が自ら調達、持

参しなければならない状況にあることから、

建設現場での照度の確保は臨検監督時に必

ず指導する。その際は、規則の 150lx、300lx
に関係なく、照明を確保するよう指導する。

また、採光及び照明については、6 か月ごと

の点検が義務付けられているものの、点検

内容が不明であることから、適用例はほと

んどない(第 605 条)。 
そのほか、休憩室等は、ビル内にある店舗

などの第三次産業については違反が見られ

ることがあり、労働者にとって休憩室は重

要な事項であることから、必ず確認を行う

(第 618 条)。第 619 条の清掃の実施はほと

んど死文であり、適用例は聞いたことがな

いとのことである。 
 
５．２．２．２ 事務所則 
 気積は事務所で違反が認められることが

あるため、労働者が多数いる室については

計算する(第 2 条)。照度については、「情報

機器作業における労働衛生管理のためのガ

イドラインについて」(令和元年 7 月 12 日

基発 0712 号第 3 号)に基づき、パソコンの

作業についてガイドラインの基準を満たし

ているかどうかを中心に調べるものの、

VDT 作業(＝液晶等の画面表示機器と、キー

ボードやマウス、タッチ画面等の入力機 器
による情報端末を使用する作業)での照度

が問題となることはほとんどない(第 10 条)。

休養室については、その有無及び男性用、女

性用の区別を確認する(第 21 条)。 
 
５．３ 令和 2 年度本研究プロジェクトに

よる行政官・元行政官向け法令運用実態調

査(三柴丈典担当) 
 まず、設問１について、①安衛則第 53 条

の適用により、健康管理手帳の交付が労働

者にされたとき、管理に困ることが想定さ

れる(携帯電話のアプリ等に連結させたほ

うが、管理・保存がしやすい)、②平成 2 年、

労働者数が 50 名を超える製造業の事業場

への立ち入りで、休養室が男女別に設置さ

れていないことから、改善されるまでの間

は、打ち合わせ室の一部を転用するなどの

緊急措置を指導し、しっかりと出入口、及び

室内の区画をレイアウトし、男女別に休養

室を整備し、鍵を設けて管理されるなどに

ついて、文書交付により行政指導を実施し

た(事務所則第 21 条)、③工場内に設置され

た安全通路が形骸化しており、労働者が移

動に際して、安全通路ではない積み上げら

れた資材の上を跨いでショートカットして

通行している状況を確認したため違反を指

摘し、是正報告においては、当該箇所の通行

に際しては、安全通路を通行するように徹

底させるとの報告はあった(安衛則第 540
条の適用例)、④事業場の敷地内で、凍結し

た地面(アスファルト)で転んで頭部を打っ

て労働者が死亡した事例について、路面凍

結防止剤を使用していなかったとして本条

を根拠に是正勧告(可罰性の有無に問題が

あったため、罰則は適用していない)を行っ

た(安衛則第 544 条)という回答があった。 
ただし、安衛則第 540 条の「通路」つい

ては、「安全な通路」が曖昧であり、労働災
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害があれば安全な通路ではなかったとして

違反を指摘するが、「安全な」の程度を明ら

かにすべきとの意見や、③の回答において、

その後に同工場の臨検を実施した際に、積

み上げた資材を跨ぐ労働者を確認したもの

の、通路ではなく、作業のために資材を跨い

でいた状況であったため違反として適用し

なかった事例も挙げており、作業場内にお

ける移動箇所を「通路」として認定して適用

した事例と適用しなかった事例があったこ

との記載があり、現場での適用が困難な条

文であることがうかがえる。 
 
３．第 24 条 
１．１ 条文 

第第二二十十四四条条  
事事業業者者はは、、労労働働者者のの作作業業行行動動かからら生生ずずるる労労

働働災災害害をを防防止止すするるたためめ必必要要なな措措置置をを講講じじなな

けけれればばななららなないい。。  

 
１．２ 趣旨・内容 
１．２．１ 趣旨 
 本条は、労働者の作業行動から生じる労働

災害を防止するため、事業者が必要な措置

を講ずべきことを定めたものである。労働

者の危険又は健康障害を防止するために、

事業者が必要な措置を講ずべきことを法第

20 条から前条までにおいて、様々な観点か

ら定めているが、それらの措置によっても

作業上の危害要因のすべてが排除されるも

のではない。 
 特に、ある種の労働災害は、行動様式を確

立し、それに従って労働者が正確に行動し

なければなかなか防止できない。例えば、重

量物の運搬に伴って起こりやすい腰痛症に

よる健康障害もその一つであり、この腰痛

症の防止は、労働者が行動様式を厳重に守

ることによって確保することができる場合

が少なくない。事業者に、こうした種類の労

働災害をも防止するため、適切な措置をと

るべきことが義務付けられたものである。 
 
１．２．２ 内容 
 本条の規定により事業者が講ずべき措置

の具体的内容については、厚生労働省令に

より規定し得ることとされているが、従来、

例えば、重量物取扱い作業における腰痛の

予防を図るため、①自動化、機械化、作業速

度の調整等による運搬作業の省力化と改善、

②取扱い重量の軽減と負担均一化、③荷姿

の改善と重量等の明示、④作業姿勢、作業台

の活用等、⑤取扱い時間及び量の適正化、⑥

作業方法の教育、などについて行政指導が

行われている(昭 45.7.10 基発第 503 号「重

量物取扱い作業における腰痛の予防につい

て」)56。 
 職場における腰痛対策については、前述

の通達と「重症心身障害児施設における腰

痛の予防について」(昭 50.2.12 日基発第 71
号)  により当該業務従事者に対する腰痛予

防対策を示し、その指導に努めてきた結果、

腰痛の発生件数は着実に減少したものの、

業務上疾病全体に占める割合も約 6 割と、

依然として高い状況にあった。そこで、広く

職場における腰痛の予防を一層推進するた

めの対策として、調査研究結果を踏まえた

「職場における腰痛予防対策指針」を定め

るとともに、前述 2 つの通達は廃止された

(平 6.9.6 基発 547 号)57。その後、福祉・医

療分野における介護・看護作業、長時間の車

両運転や建設機械の運転の作業等を対象に、

広く職場における腰痛の予防を一層推進す
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るため、「職場における腰痛予防対策指針」

の改訂を行った(平 25.6.18 基発第 0618 第

1 号)58。 
 
１．３ 罰則 
 事業者が、本条の規定に違反して必要な

措置を講じない場合には、6 カ月以下の懲

役又は 50 万円以下の罰金に処せられる(法
第 119 条第 1 号)。 
 
２．沿革 
 作業行動から生ずる労働災害を防止する

ための措置について、工場法及び旧労基法

に関連する規定はない。しかし、安衛法が制

定される 15 年以上前の論文 59には、産業災

害の原因別統計によると全体の 75～80%が

作業行動災害に属するとの記述が見られ、

すでにこの時点で作業行動から生じる労働

災害への対策は重要な課題であったことが

うかがわれる。 
 安衛法制定時の第 68 回通常国会衆議院

社会労働委員会における議論を見ると、作

業行動から生ずる労働災害の防止に関連す

る発言としては、「腰痛症にはいろいろな原

因が考えられるのでありますが、作業行動

から生ずるものが少なくございませんし、

……今後ともさらに十分な検討をいたしま

して、それにより適切な有効な措置の実施

をはかるために、必要なものにつきまして

は、技術上の指針なども検討し、公表するこ

とも、ただいま検討しておるところでござ

います」(昭和 47 年 4 月 12 日渡邊健二委

員)や「この法律で防止しようとしておりま

す労働災害は物的施設の不備あるいは作業

行動によって生ずるすべてのもの、広く労

働者の就業にかかわる要因に起因するもの

も含むものであります」(昭和 47 年 4 月 25
日塚原俊郎国務大臣)などが挙げられる。 
当初の安衛法案では、本条文は第 25 条で

あったが、事業者の労働者を退避させる義

務(現行第 25 条)が設けられたため、本条文

は第 24 条として規定されることとなった。  
 
３．背景となった災害 
 本条は労働者の作業行動から生ずる労働

災害を防止するために、正確に行動するこ

とを労働者に求める規定であるという性格

上、特定の災害が本条の制定背景にあると

は考えがたい。 
 
４．関連判例 
４．１． 腰痛 
４．１．１ 信濃運送事件・長野地判平

19.12.4 労判 967 号 79 頁(腰椎間板ヘルニ

ア、腰部脊柱管狭窄と安全配慮義務) 
＜事実の概要＞ 
 被告 Y 社(以下「Y 社」)の従業員として

トラック運転の業務に従事していた原告

X(以下「X」)は、25kg の箱を 130 箱、20kg
の袋を約 500 袋、30kg の袋を約 330 袋な

どの積み込みを常時、補助者を付けずに 1
人で行っていた。Xは平成 11年 7月 19日、

荷卸し作業中に腰に激痛を感じ、入通院治

療を受けた。X は、椎間板ヘルニア、腰部脊

柱管狭窄の後遺症を負い、平成 14 年 10 月

30 日、長野労基署から労災認定を受けた。 
 Xは、Y社が安全配慮義務を行った結果、

腰部の後遺症を負ったと主張し、損害賠償

を請求した。 
 
＜判旨＞ 
 「X が Y 社において従事していたトラッ
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るため、「職場における腰痛予防対策指針」

の改訂を行った(平 25.6.18 基発第 0618 第

1 号)58。 
 
１．３ 罰則 
 事業者が、本条の規定に違反して必要な

措置を講じない場合には、6 カ月以下の懲

役又は 50 万円以下の罰金に処せられる(法
第 119 条第 1 号)。 
 
２．沿革 
 作業行動から生ずる労働災害を防止する

ための措置について、工場法及び旧労基法

に関連する規定はない。しかし、安衛法が制

定される 15 年以上前の論文 59には、産業災

害の原因別統計によると全体の 75～80%が

作業行動災害に属するとの記述が見られ、

すでにこの時点で作業行動から生じる労働

災害への対策は重要な課題であったことが

うかがわれる。 
 安衛法制定時の第 68 回通常国会衆議院

社会労働委員会における議論を見ると、作

業行動から生ずる労働災害の防止に関連す

る発言としては、「腰痛症にはいろいろな原

因が考えられるのでありますが、作業行動

から生ずるものが少なくございませんし、

……今後ともさらに十分な検討をいたしま

して、それにより適切な有効な措置の実施

をはかるために、必要なものにつきまして

は、技術上の指針なども検討し、公表するこ

とも、ただいま検討しておるところでござ

います」(昭和 47 年 4 月 12 日渡邊健二委

員)や「この法律で防止しようとしておりま

す労働災害は物的施設の不備あるいは作業

行動によって生ずるすべてのもの、広く労

働者の就業にかかわる要因に起因するもの

も含むものであります」(昭和 47 年 4 月 25
日塚原俊郎国務大臣)などが挙げられる。 
当初の安衛法案では、本条文は第 25 条で

あったが、事業者の労働者を退避させる義

務(現行第 25 条)が設けられたため、本条文

は第 24 条として規定されることとなった。  
 
３．背景となった災害 
 本条は労働者の作業行動から生ずる労働

災害を防止するために、正確に行動するこ

とを労働者に求める規定であるという性格

上、特定の災害が本条の制定背景にあると

は考えがたい。 
 
４．関連判例 
４．１． 腰痛 
４．１．１ 信濃運送事件・長野地判平

19.12.4 労判 967 号 79 頁(腰椎間板ヘルニ

ア、腰部脊柱管狭窄と安全配慮義務) 
＜事実の概要＞ 
 被告 Y 社(以下「Y 社」)の従業員として

トラック運転の業務に従事していた原告

X(以下「X」)は、25kg の箱を 130 箱、20kg
の袋を約 500 袋、30kg の袋を約 330 袋な

どの積み込みを常時、補助者を付けずに 1
人で行っていた。Xは平成 11年 7月 19日、

荷卸し作業中に腰に激痛を感じ、入通院治

療を受けた。X は、椎間板ヘルニア、腰部脊

柱管狭窄の後遺症を負い、平成 14 年 10 月

30 日、長野労基署から労災認定を受けた。 
 Xは、Y社が安全配慮義務を行った結果、

腰部の後遺症を負ったと主張し、損害賠償

を請求した。 
 
＜判旨＞ 
 「X が Y 社において従事していたトラッ
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ク運転と荷積み・荷卸しの労働は腰に負担

がかかり、その程度が重ければ，椎間板ヘル

ニア、腰部脊柱管狭窄等の腰部の障害を生

じさせる可能性のあることは明らかである。

したがって、Y 社としては、雇用契約上の

安全配慮義務として、X の従事する労働を

原因として腰部に障害を生じさせないよう

にする注意義務を負っていたといえる。」 
そして、平成 6 年 9 月 6 日付「職場にお

ける腰痛予防対策の推進について」と題す

る旧労働省の通達は、「旧労働省において、

広く職場における腰痛の予防を一層推進す

るための対策として旧労働省の委託を受け

た中央労働災害防止協会による調査研究を

踏まえて定められ、事業者に周知すべきも

のとされていること」、労働大臣告示「自動

車運転者の労働時間等の改善のための基準」

は、「トラック運転者の労働条件の改善を目

的にして策定されたものであることが認め

られるから、これら通達、大臣告示は、当然、

事業者において遵守することが望まれるも

のである。もっとも、通達において定められ

た事項は多岐にわたり一般的抽象的なもの

や過分の手間・費用を要するものもあるし、

労働大臣告示で定められた労働時間も一種

の目安であるから、その違反が直ちに雇用

契約上の安全配慮義務違反となるものでは

ないが、その趣旨、目的からいって、違反の

程度が著しかったり多項目にわたったりす

るような場合には、雇用契約上の安全配慮

義務違反となると考えられる。」 
旧労働省「職場における腰痛予防対策の

推進について」やその解説では、「トラック

への荷積みや荷卸しの際に適切な補助具を

導入することが腰痛予防のための人間工学

的対策とされているところ、……被告にお

いてはこうした人間工学的な対策がとられ

たとは認めら」ず、「補助具として、昇降作

業台、足踏みジャッキ、サスペンション、搬

送モノレールなどが例示されているところ、

これらの中には導入に過分の手間や費用が

かかるものもあるから、これらを導入しな

いことが直ちに安全配慮義務違反になると

はいえないが、少なくとも X の主張する台

車の導入は容易であったはずであり、この

点に関し、Y 社の安全配慮義務違反を否定

することはできない。」 
 
４．１．２ 検討 
 本件は、重量物の荷積み・荷卸しにより腰

痛を発症したトラック運転手が安全配慮義

務違反を争った事件である。 
 前述のとおり、職場における腰痛対策に

ついては旧労働省及び厚労省の通達が出さ

れているところ、本判決においても、Y 社

の安全配慮義務違反の有無を判断するにあ

たって、旧労働省の通達の趣旨及び目的が

基準とされている。腰痛の発症に対する安

全配慮義務違反が争点となった従来の裁判

例においても、本件と同様に、旧労働省「職

場における腰痛予防対策指針」に言及する

ものがある。おきぎんビジネスサービス事

件・那覇地沖縄支判平 18.4.20 労判 921 号

75 頁は、この通達を「行政的な取締規定に

関連するものである」としつつも、「その内

容が基本的に労働者の安全と健康を確保す

るためのものであることに鑑みれば、使用

者の労働者に対する安全配慮義務の内容を

考える際の基準となるもの」と位置づけて

いる。また、前述旧労働省「重量物取扱い作

業における腰痛の予防について」を安全配

慮義務の内容を定める際の基準とする裁判
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例も見受けられる(佐川急便(損害賠償請求)
事件・大阪地判平 10.4.30労判 741号 26頁、

中国ピアノ事件・広島地判平元.9.26 労判

547 号 6 頁、ヤンマーディーゼル事件・神

戸地尼崎支昭60.2.8労判448号31頁など)。
裁判例を踏まえると、腰痛予防対策につい

ては、通達の内容に従った措置を講じるこ

とで安全配慮義務を履行することができる

ものと解される。 
 他方で、労働者の健康保持が十分ではな

かったり、自らの発意であえて過重労働と

なる作業に従事したりするなど、疾病の発

症や増悪について考慮すべき事情がある場

合(前掲ヤンマーディーゼル事件)や、使用者

の指定する産業医の受診を拒否するなど会

社の健康管理に協力しなかった場合(空港

グランドサービス・日航事件・東京地判平

3.3.22 労判 586 号 19 頁)には、それらの事

情は過失相殺され、損害額を減額する根拠

となりうる。 
 
４．２． 転倒 
４．２．１ 大成建設ほか事件・東京地判昭

61.12.26 判タ 644 号 161 頁(転倒死亡事故

と元請会社の安全配慮義務違反の有無) 
＜事実の概要＞ 
 訴外 A(以下「A」)は被告 Y2 社(以下「Y2
社」)の建設現場作業員として働いていた。

被告 Y1 社(以下「Y1 社」)は訴外 B 社から

増設工事(以下「本件工事」)を請け負い、そ

のうちの基礎工事等を Y2 社に下請けさせ

ていた。 
 A は、昭和 59 年 2 月 1 日、本件工事現場

で Y2 社の従業員の指示を受けて補助作業

(以下「本件補助作業」)をしていた際に足を

滑らせて転倒し、付近にあったコンクリー

ト製パイプ状パイルから突出していた鉄筋

の一本に右顔面を打ちつけ、頸髄損傷の傷

害を負って死亡した(以下「本件事故」)。 
 A の妻及び子である原告 X らは、Y1 社ら

の安全配慮義務違反を根拠に損害賠償を請

求した。 
 
＜判旨＞ 
 「Y1 らは、いずれも本件事故発生当日の

前記本件事故現場の状況をつぶさに掌握し

ていたものであるが、A に本件補助作業を

行わせるに際して、前記補助作業の危険性

を全く認識しておらず、これが回避のため

に作業工程について具体的指導を与えたこ

とはなかつた。なお、前記のとおり、Y1 ら

は、定期的に安全集会なるものを開いてい

たが、右集会の内容は、作業手順に関する事

項や安全に関する一般的注意事項を与えて

いたにすぎず、本件転圧作業ないし本件補

助作業に言及したことは全くない。」 
 「Y1 らは、自らの支配監督下にある建設

工事現場において、A に本件補助作業を命

じ、A からその労務の提供を受けていた関

係上、実質的には勝元の使用者ともいうべ

く、Y1 らと A との間には、雇用関係に類似

ないし近接する特別な使用従属的法律関係

を認めるのが相当というべきである。した

がつて、Y1 らは、右法律関係に付随する義

務として、A に対し、本件転圧作業ないし

本件補助作業を行わせるに当たり、その生

命、身体及び健康に対する安全を配慮すべ

き義務を負っていたものと解すべきである

ところ、右安全配慮義務の具体的内容は、作

業現場の状況、作業員の作業内容等の具体

的状況に応じて個別的に措定されるべきも

のであって、必ずしも実定法上使用者の配
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例も見受けられる(佐川急便(損害賠償請求)
事件・大阪地判平 10.4.30労判 741号 26頁、

中国ピアノ事件・広島地判平元.9.26 労判

547 号 6 頁、ヤンマーディーゼル事件・神

戸地尼崎支昭60.2.8労判448号31頁など)。
裁判例を踏まえると、腰痛予防対策につい

ては、通達の内容に従った措置を講じるこ

とで安全配慮義務を履行することができる

ものと解される。 
 他方で、労働者の健康保持が十分ではな

かったり、自らの発意であえて過重労働と

なる作業に従事したりするなど、疾病の発

症や増悪について考慮すべき事情がある場

合(前掲ヤンマーディーゼル事件)や、使用者

の指定する産業医の受診を拒否するなど会

社の健康管理に協力しなかった場合(空港

グランドサービス・日航事件・東京地判平

3.3.22 労判 586 号 19 頁)には、それらの事

情は過失相殺され、損害額を減額する根拠

となりうる。 
 
４．２． 転倒 
４．２．１ 大成建設ほか事件・東京地判昭

61.12.26 判タ 644 号 161 頁(転倒死亡事故

と元請会社の安全配慮義務違反の有無) 
＜事実の概要＞ 
 訴外 A(以下「A」)は被告 Y2 社(以下「Y2
社」)の建設現場作業員として働いていた。

被告 Y1 社(以下「Y1 社」)は訴外 B 社から

増設工事(以下「本件工事」)を請け負い、そ

のうちの基礎工事等を Y2 社に下請けさせ

ていた。 
 A は、昭和 59 年 2 月 1 日、本件工事現場

で Y2 社の従業員の指示を受けて補助作業

(以下「本件補助作業」)をしていた際に足を

滑らせて転倒し、付近にあったコンクリー

ト製パイプ状パイルから突出していた鉄筋

の一本に右顔面を打ちつけ、頸髄損傷の傷

害を負って死亡した(以下「本件事故」)。 
 A の妻及び子である原告 X らは、Y1 社ら

の安全配慮義務違反を根拠に損害賠償を請

求した。 
 
＜判旨＞ 
 「Y1 らは、いずれも本件事故発生当日の

前記本件事故現場の状況をつぶさに掌握し

ていたものであるが、A に本件補助作業を

行わせるに際して、前記補助作業の危険性

を全く認識しておらず、これが回避のため

に作業工程について具体的指導を与えたこ

とはなかつた。なお、前記のとおり、Y1 ら

は、定期的に安全集会なるものを開いてい

たが、右集会の内容は、作業手順に関する事

項や安全に関する一般的注意事項を与えて

いたにすぎず、本件転圧作業ないし本件補

助作業に言及したことは全くない。」 
 「Y1 らは、自らの支配監督下にある建設

工事現場において、A に本件補助作業を命

じ、A からその労務の提供を受けていた関

係上、実質的には勝元の使用者ともいうべ

く、Y1 らと A との間には、雇用関係に類似

ないし近接する特別な使用従属的法律関係

を認めるのが相当というべきである。した

がつて、Y1 らは、右法律関係に付随する義

務として、A に対し、本件転圧作業ないし

本件補助作業を行わせるに当たり、その生

命、身体及び健康に対する安全を配慮すべ

き義務を負っていたものと解すべきである

ところ、右安全配慮義務の具体的内容は、作

業現場の状況、作業員の作業内容等の具体

的状況に応じて個別的に措定されるべきも

のであって、必ずしも実定法上使用者の配
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慮すべき義務として規定されているか否か

によって左右されるものではないから、そ

の作業現場の状況、作業内容等に照らして

A の生命、身体、健康に対する危険の発生

が客観的に予見される以上、右危険を防止

ないし除去するための人的、物的措置を講

ずべき安全配慮義務を負っているものと解

すべきである。」 
 Y1 らは、「定期的な安全大会の開催など

を通して、一応作業員の安全に対する配慮

を払っていたことはうかがわれるものの、

本件補助作業に伴う前記危険に対しては、

全くこれに意を払うことなく、漫然と従来

の慣行に従って作業を行わせ、前記の具体

的な安全配慮義務を懈怠したため、本件事

故の発生を防止しえなかつたものというべ

きであるから、Y1 らは、本件事故によって

生じた損害を賠償すべき責任があるものと

いわざるをえない。」 
 
４．２．２ 検討 
 本件は、本件事故現場の状況を掌握して

いたものの、本件補助作業にかかる危険性

を認識していなかった Y1 社らに対して、 
本件事故が発生する危険が客観的に存在し、

かつ、当該危険は容易に予見できたとして、

現場作業員に対してかかる危険ないしこれ

を回避する適宜の措置を周知徹底させ、当

該危険を回避しあるいは当該危険に対し適

切な対応が行えるよう安全教育を施すべき

具体的な注意義務を負っていたとして Y1
社らの A に対する安全配慮義務違反を認め

た事例である。 
 本件では本件補助作業における危険を認

識していなかったため、これを回避するた

めの具体的指導を与えていなかったものの、

定期的に安全集会を開催することにより、

作業手順に関する事項や安全に関する一般

的注意事項を与えており、労働者の安全に

対する配慮を払っていた点に事例としての

特徴があるといえよう。特定の作業につい

て災害発生の危険性が存在する場合には、

一般的な安全への配慮のみならず、個々の

作業の危険性に応じた配慮が求められるこ

ととなる。また、使用者は、普段から作業ご

とにリスクアセスメントを行い、それぞれ

の作業行動に内在する危険性を明らかにし、

必要な措置を労働者に周知徹底したり、安

全教育を施したりして当該危険性を回避す

ることに努めなければならないことが示唆

される。さらに、元請事業者及び下請事業者

双方にこれらの義務が課されることとなる。 
 後続の裁判例においても、労働者の作業

中の転落死に対する安全配慮義務違反が争

点となった事例において、作業手順書やマ

ニュアルが労働者に交付されていなかった

ことや安全な作業手順を従業員に周知徹底

し，作業手順書記載の作業手順が間違いな

く遵守されるよう指導・教育することを怠

ったなどとして、安全配慮義務違反が肯定

されている(東京地判平 25.2.18 判例秘書 L 
06830232)。他方で、ブリキ缶(19.1kg)の運

搬作業中の階段で転倒事故に対する安全配

慮義務違反が争われた本田技研工業事件・

東京地判平 6.12.20 労判 671 号 62 頁では、

階段の構造に欠陥がなかったこと、階段が

滑りやすくなかったこと、缶の重量も問題

なかったこと、階段の照明は暗くなったこ

とから、使用者の安全配慮義務違反を否定

している。この裁判例からは、作業行動から

生ずる労働災害を防ぐために必要な措置と

しては、教育・指導という観点以外にも、施
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設・設備面での措置を講じることが安全配

慮義務の履行にとって重要であることが見

て取れる。 
ただ、本件では Y1 社らも本件補助作業

の危険性を認識していなかったという事情

があることには留意すべきであろう。本判

決はこの危険性を容易に予見できたと評価

しえたと判示するが、どのような場合に同

様のことが妥当するかは不明確であり、本

判示部分の射程は慎重な検討を要する。 
 
５．適用の実際 
 インタビューによると、本条を適用した

事例はないとのことであった。本条は、作業

行動から生ずる労働災害を防止するために

必要な措置義務を定める条文であり、本法

第 27 条で具体的な措置事項は省令で定め

るとしているところ、省令における規定が

全くないため、違反として指摘しにくいと

いう事情がある。労働者の行動を原因とす

る災害は、労働者のエラーやミスに起因す

るところが多いことから、構成要件を定め

るのが困難であることが、省令における規

定がない理由の一つであると推察される。 
 以上のことから、現場における監督では、

指導票による指導を行うにとどめている。 
 しかし、①例えば、重量物に関して、「両

手に荷物を持って階段を昇降させてはなら

ない」、「〇〇kg 以上の荷を持ち上げる作

業をさせるときは、腰痛防止ベルトを使用

させなければならない」などといった構成

要件を通達や指針に定めること、②作業行

動のリスクアセスメント(本法第 28 条)を行

い、過去の災害事例を分析して規則のまと

めること、といった提言があった。 
 

４．第 25 条 
１．１ 条文 

第第二二十十五五条条  
事事業業者者はは、、労労働働災災害害発発生生のの急急迫迫ししたた危危険険がが

ああるるととききはは、、直直ちちにに作作業業をを中中止止しし、、労労働働者者

をを作作業業場場かからら退退避避ささせせるる等等必必要要なな措措置置をを講講

じじななけけれればばななららなないい。。  

 
１．２ 趣旨・内容 
１．２．１ 趣旨 
 本条は、労働災害発生の急迫した危険が

生じた場合に、事業者は、作業中止、労働者

の退避等必要な措置を講ずべきことを定め

たものである。 
 また、危険を察知した労働者は、自ら現場

から緊急避難的な意味合いで退避し得る。 
 
１．２．２ 内容 
 本条に基づいて事業者が講ずべき具体的

措置は、以下の関係政省令において定めら

れている。 
 安衛則第 274 条の 2(危険物等の爆発、火

災等による急迫した危険がある場合の退

避)、第 322 条第 2 号(地下作業場等であっ

て、可燃性ガスの濃度が爆発下限界の値の

30%以上であると認めたときの退避)、第

389 条の 7(ずい道等での落盤、出水等によ

る急迫した危険がある場合の退避)、第 389
条の 8(ずい道等の建設作業を行う場合であ

って可燃性ガスの濃度が爆発下限界の値の

30%以上であると認めたときの退避)、第

575 条の 13(土石流による急迫した危険が

あるときの退避)、第 642 条第 3 項(特定元

方事業者に警報の統一等の義務が課せられ

ている作業場所で警報が発せられた場合の

退避)、有機則第 27 条(有機溶剤中毒の発生
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設・設備面での措置を講じることが安全配

慮義務の履行にとって重要であることが見

て取れる。 
ただ、本件では Y1 社らも本件補助作業

の危険性を認識していなかったという事情

があることには留意すべきであろう。本判

決はこの危険性を容易に予見できたと評価

しえたと判示するが、どのような場合に同

様のことが妥当するかは不明確であり、本

判示部分の射程は慎重な検討を要する。 
 
５．適用の実際 
 インタビューによると、本条を適用した

事例はないとのことであった。本条は、作業

行動から生ずる労働災害を防止するために

必要な措置義務を定める条文であり、本法

第 27 条で具体的な措置事項は省令で定め

るとしているところ、省令における規定が

全くないため、違反として指摘しにくいと

いう事情がある。労働者の行動を原因とす

る災害は、労働者のエラーやミスに起因す

るところが多いことから、構成要件を定め

るのが困難であることが、省令における規

定がない理由の一つであると推察される。 
 以上のことから、現場における監督では、

指導票による指導を行うにとどめている。 
 しかし、①例えば、重量物に関して、「両

手に荷物を持って階段を昇降させてはなら

ない」、「〇〇kg 以上の荷を持ち上げる作

業をさせるときは、腰痛防止ベルトを使用

させなければならない」などといった構成

要件を通達や指針に定めること、②作業行

動のリスクアセスメント(本法第 28 条)を行

い、過去の災害事例を分析して規則のまと

めること、といった提言があった。 
 

４．第 25 条 
１．１ 条文 

第第二二十十五五条条  
事事業業者者はは、、労労働働災災害害発発生生のの急急迫迫ししたた危危険険がが

ああるるととききはは、、直直ちちにに作作業業をを中中止止しし、、労労働働者者

をを作作業業場場かからら退退避避ささせせるる等等必必要要なな措措置置をを講講

じじななけけれればばななららなないい。。  

 
１．２ 趣旨・内容 
１．２．１ 趣旨 
 本条は、労働災害発生の急迫した危険が

生じた場合に、事業者は、作業中止、労働者

の退避等必要な措置を講ずべきことを定め

たものである。 
 また、危険を察知した労働者は、自ら現場

から緊急避難的な意味合いで退避し得る。 
 
１．２．２ 内容 
 本条に基づいて事業者が講ずべき具体的

措置は、以下の関係政省令において定めら

れている。 
 安衛則第 274 条の 2(危険物等の爆発、火

災等による急迫した危険がある場合の退

避)、第 322 条第 2 号(地下作業場等であっ

て、可燃性ガスの濃度が爆発下限界の値の

30%以上であると認めたときの退避)、第

389 条の 7(ずい道等での落盤、出水等によ

る急迫した危険がある場合の退避)、第 389
条の 8(ずい道等の建設作業を行う場合であ

って可燃性ガスの濃度が爆発下限界の値の

30%以上であると認めたときの退避)、第

575 条の 13(土石流による急迫した危険が

あるときの退避)、第 642 条第 3 項(特定元

方事業者に警報の統一等の義務が課せられ

ている作業場所で警報が発せられた場合の

退避)、有機則第 27 条(有機溶剤中毒の発生
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のおそれのある場合の退避等)、四アルキル

鉛則第 20 条(四アルキル鉛中毒にかかるお

それのある場合の退避等)、特化則第 23 条

(第 3類物質等が漏えいした場合における退

避等)、高圧則第 23 条(事故発生時の措置)、
電離則第 42 条(事故が発生した場合の退避

等)、酸欠則第 14 条(酸素欠乏等のおそれが

生じた場合における退避等)である。 
 以上に該当しない場合でも、労働災害発

生の急迫した危険があるときは、事業者は

安衛法に基づく規定がなくても、必要な措

置を講ずる義務があると解されている 60。 
 行政解釈によると、「本条は、事業者の義

務として、災害発生の緊急時において労働

者を退避させるべきことを規定したもので

あるが、客観的に労働災害の発生が差し迫

っているときには、事業者の措置を待つま

でもなく、労働者は、緊急避難のため、その

自主的判断によって当然その作業現場から

退避できることは、法の規定をまつまでも

ないものであること。」(昭和 47 年 9 月 18
日基発第 602 号)とされている。 
 また、このような場合に、危険を察知した

労働者が、自ら緊急避難的な意味合いで退

避し得ることもいうまでもない 61。 
なお、労働災害発生の急迫した危険があ

り、かつ、緊急の必要があるときは、都道府

県労働局長又は労働基準監督署長は、事業

者に対し、作業の全部又は一部の一時停止

を命ずることができる(第 99 条第 1 項)。 
 
１．３ 罰則 
 事業者が、本条の規定に違反して必要な

措置を講じない場合には、6 カ月以下の懲

役又は 50 万円以下の罰金に処せられる(法
第 119 条第 1 号)。 

 
２． 沿革 
 従来、旧安衛則第 163 条の 34 等におい

て、緊急時に、事業者に対して直ちに安全な

場所に退避させる等のことを義務付けてい

たように、安衛法施行前は労基法に基づく

各規則で個々の業務について規定されてい

ただけであった。 
安衛法の立法過程において、中央労働基

準審議会の議を経て国会へ提出された政府

原案は、第 20 条から第 24 条までだけであ

ったのが、労働側主張のいわゆる「労働安全

に関する労働者の三権」の一つである、労働

災害発生の急迫した危険があるときの「労

働者の退避権」の問題が国会において議論

となり、その結果、衆議院社会労働員会にお

ける修正によって、「事業者の退避させる義

務」として新たに第 25 条が設けられた 62。

したがって、本法の制定を機に、はじめて事

業者の退避させる義務が明確に法律の中に

位置づけられた。 
 なお、法制定時には、作業中に急迫した危

険がある場合に、労働者が就労拒否できる

ことを安衛法に規定すべきという意見があ

ったものの、その意見は採用されなかった

63。 
 
３． 背景となった災害 
 緊急時に事業者が労働者を退避させる義

務は、安衛法施行以前から各規則に個別に

定められていたことや、安衛法の立法過程

における議論経過に鑑みると、本条を制定

する背景となった特定の災害はないと考え

られる。 
 
４． 関連判例 
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４．１ 東京電力ホールディングス(旧東京

電力)ほか 2 社事件・福島地いわき支令

元.6.26 裁判所ウェブサイト 
＜事実の概要＞ 
 原告 X(以下、「X」)は、平成 18 年頃から

株式会社いわきメンテナンス(以下、「訴外

会社」)に雇用され、福島第一原子力発電所

(以下、「本件原発」)、福島第二原子力発電

所、柏崎刈羽原子力発電所等において、原子

力発電所の定期点検作業に従事していた。

被告 Y1 社(以下、「Y1 社」)は、本件原発内

の原子炉の運転等に係る原子力事業者であ

る。被告 Y2 社(以下、「Y2 社」)及び被告

Y3 社は、原子力発電所の保守管理等を業と

する株式会社である。 
 Y1 社は、平成 23 年 3 月 11 日(以下の日

付は平成 23 年のもの)に発生した本件原発

の事故(以下、「本件事故」)における緊急作

業として、3 号機タービン建屋(以下、「本

件建屋」)の地下 1 階において、電源盤(以下、

「本件電源盤」)にケーブルを接続する作業

(以下、「本件作業」)を行うこととした。 
 3 月 24 日、X は、Y2 社の従業員から、

本件建屋 1 階の電源盤と本件建屋地下 1 階

にある本件電源盤をつなぐ作業をするよう

に指示を受け、Y2 社チームの一員として本

件作業を行うこととなった。Y2 社チームは

各自、APD(警報付ポケット線量計。以下、

「本件 APD」)のアラーム設定値を 20mSv
に設定するよう Y2 社の従業員から指示を

受けた上で、そのように設定された本件

APD を防護服の内部に着用した。なお、訴

外会社規則には、放射線業務従事者の線量

限度に関し、通常時は 80mSv／5 年間、

40mSv／1 年間、緊急作業時は 100mSv／1
回、災害対策支援業務時は 40mSv／1 回と

規定されていた。 
 同日の本件建屋での作業中、Y2 社の従業

員 3 名が着用していた本件 APD が相次い

で連続して鳴った。X は、訴外会社で立場

が X より上である従業員に対して本件作業

を中断すべきではないかと述べたものの、

Y2 社チームは本件作業を継続することと

なった。なお、本件作業を通じて、X が着用

していた本件 APD が、積算 4mSv を超え

た場合の反応を示したものの、積算 20mSv
を超えた場合と同様の反応を示したことは

なかった。 
 X は、本件作業を行った 3 月 24 日以降も

本件原発での緊急作業に従事し、同月 29 日

に 0.07mSv、同月 30 日に 0.36mSv、同月

31 日に 2.25mSv、4 月 1 日に 0.75mSv の

外部被ばくをした。 
 そこで、X は、本件作業を行ったことに

より被ばくし、精神的苦痛を被ったと主張

して、主位的に、Y1 社らに対し、安全配慮

義務違反及び使用者責任(民法 715 条)に基

づく損害賠償請求を、予備的に、Y1 社に対

し、原子力損害の賠償に関する法律 3 条 1
項に基づく損害賠償請求を行った。 
 
＜判旨＞ 
 「Y1 社の放射線管理仕様書上、作業員の

電子式線量計の警報が連続的に鳴った場合

には、速やかに作業員が管理区域から退避

することが求められており、APD が鳴動し

た場合に放射線管理区域外から速やかに退

出することが原則である……。そうすると、

Y2 社チームとしては、本件 APD が上記反

応を示し、積算放射線量が 20mSv を超えた

おそれがある場合には、過度の被ばくを避

けるためにも本件作業を中止して本件建屋
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４．１ 東京電力ホールディングス(旧東京

電力)ほか 2 社事件・福島地いわき支令

元.6.26 裁判所ウェブサイト 
＜事実の概要＞ 
 原告 X(以下、「X」)は、平成 18 年頃から

株式会社いわきメンテナンス(以下、「訴外

会社」)に雇用され、福島第一原子力発電所

(以下、「本件原発」)、福島第二原子力発電

所、柏崎刈羽原子力発電所等において、原子

力発電所の定期点検作業に従事していた。

被告 Y1 社(以下、「Y1 社」)は、本件原発内

の原子炉の運転等に係る原子力事業者であ

る。被告 Y2 社(以下、「Y2 社」)及び被告

Y3 社は、原子力発電所の保守管理等を業と

する株式会社である。 
 Y1 社は、平成 23 年 3 月 11 日(以下の日

付は平成 23 年のもの)に発生した本件原発

の事故(以下、「本件事故」)における緊急作

業として、3 号機タービン建屋(以下、「本

件建屋」)の地下 1 階において、電源盤(以下、

「本件電源盤」)にケーブルを接続する作業

(以下、「本件作業」)を行うこととした。 
 3 月 24 日、X は、Y2 社の従業員から、

本件建屋 1 階の電源盤と本件建屋地下 1 階

にある本件電源盤をつなぐ作業をするよう

に指示を受け、Y2 社チームの一員として本

件作業を行うこととなった。Y2 社チームは

各自、APD(警報付ポケット線量計。以下、

「本件 APD」)のアラーム設定値を 20mSv
に設定するよう Y2 社の従業員から指示を

受けた上で、そのように設定された本件

APD を防護服の内部に着用した。なお、訴

外会社規則には、放射線業務従事者の線量

限度に関し、通常時は 80mSv／5 年間、

40mSv／1 年間、緊急作業時は 100mSv／1
回、災害対策支援業務時は 40mSv／1 回と

規定されていた。 
 同日の本件建屋での作業中、Y2 社の従業

員 3 名が着用していた本件 APD が相次い

で連続して鳴った。X は、訴外会社で立場

が X より上である従業員に対して本件作業

を中断すべきではないかと述べたものの、

Y2 社チームは本件作業を継続することと

なった。なお、本件作業を通じて、X が着用

していた本件 APD が、積算 4mSv を超え

た場合の反応を示したものの、積算 20mSv
を超えた場合と同様の反応を示したことは

なかった。 
 X は、本件作業を行った 3 月 24 日以降も

本件原発での緊急作業に従事し、同月 29 日

に 0.07mSv、同月 30 日に 0.36mSv、同月

31 日に 2.25mSv、4 月 1 日に 0.75mSv の

外部被ばくをした。 
 そこで、X は、本件作業を行ったことに

より被ばくし、精神的苦痛を被ったと主張

して、主位的に、Y1 社らに対し、安全配慮

義務違反及び使用者責任(民法 715 条)に基

づく損害賠償請求を、予備的に、Y1 社に対

し、原子力損害の賠償に関する法律 3 条 1
項に基づく損害賠償請求を行った。 
 
＜判旨＞ 
 「Y1 社の放射線管理仕様書上、作業員の

電子式線量計の警報が連続的に鳴った場合

には、速やかに作業員が管理区域から退避

することが求められており、APD が鳴動し

た場合に放射線管理区域外から速やかに退

出することが原則である……。そうすると、

Y2 社チームとしては、本件 APD が上記反

応を示し、積算放射線量が 20mSv を超えた

おそれがある場合には、過度の被ばくを避

けるためにも本件作業を中止して本件建屋
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から退避すべきであったと考えられる。」 
 X は放射線被ばくのおそれなどから本件

作業の中止を直属の上司を通じて Y2 社ら

の従業員に対して求めたが、聞き入れられ

ず、本件建屋にとどまることを余儀なくさ

れた。「本件 APD の警報音が鳴り、原則と

して当該区域からの退避が求められる状況

下で、本件作業を継続し、本件建屋にとどま

ることを余儀なくされた X が覚えた不安や

恐怖は、漠然とした不安感や恐怖感にとど

まるものではなく、健康被害を生じるかも

しれないという危惧、恐怖を覚える程度の

ものといえ、X は相当程度の精神的苦痛を

受けたものといわざるを得ない。」 
 他方で、X が、本件 APD のアラーム設定

値である 20mSv を超える被ばくをしたと

は認められないことや、本件作業後も被ば

くの可能性が否定できない本件原発での勤

務を継続し、一定程度の更なる被ばくを受

忍したことなどの事情が損害額の算定にお

いて考慮されている。 
 控訴審 (仙台高判令 2.12.16 LEX/DB 
25568687)は、本判決を維持している。 
 
４．２ 検討 
 本判決は安衛法第 25 条が争点となった

裁判例ではないものの、労働者が退避を提

案したにもかかわらず、その提案が受け入

れられなかったために被ばくしたことに対

する安全配慮義務違反の有無等が争われて

いることから、労働者の退避を考える上で

参考となる事例であると思われる。 
なお、福島第一原発事故に適用される具

体的な規定としては、電離則第 42 条第 1 項

第 3 号(「事業者は、次の各号のいずれかに

該当する事故が発生したときは、その事故

によって受ける実効線量が十五ミリシーベ

ルトを超えるおそれのある区域から、直ち

に、労働者を退避させなければならない。」

「「三三 放射性物質が多量にもれ、こぼれ、又

は逸散した場合」)が挙げられる 64。 
 本判決は、本件 APD のアラーム設定値を

20mSv に設定しており、かつ Y1 社の放射

線管理仕様書上、警報が鳴った場合には速

やかに労働者を退避させることが求められ

ていたことから、本件 APD が鳴動した時点

で Y2 社チームには労働者を退避させる義

務が生じるとして、本件作業を継続したこ

とに対する X の精神的苦痛を認めた。 
本件では、X の被ばく量が 20mSv に達し

ていないことに鑑みると、X に具体的な「労

働災害発生の急迫した危険」があったとは

考えにくい。このことを考慮すると、本判決

は、同一の場所で作業を行う他の労働者の

状況や事業者等が定める作業に関する規則

などを考慮し、抽象的であっても「労働災害

発生の急迫した危険」の可能性が存在する

場合には、事業者は労働者を退避させる義

務を負うと判示したと解される。 
もっとも、本判決が、本件作業後も本件原

発での作業を継続したことは、損害賠償額

を減額する要素となっていることに留意す

べきであろう。本判示部分には、被ばくを好

んで受ける者はおらず、自己の利益のため

の行動を抑え、全体のためにあえて引き受

けた本件業務の状況下で味わった恐怖感に

対しては、増額があってもよいとの批判が

ある 65。 
本件の原発事故に限らず、緊急作業にお

いては、労働災害発生の急迫した危険や健

康リスクが存在したとしても、被害の拡大

を防いだり、現場を復旧させたりするため
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に当該作業に従事する者は必要となりうる。

また、使用者は労働者に対して指揮命令権

を有するため、労働契約の内容によっては

健康リスクを伴う作業であっても拒否しが

たいケースがあると考えられる。以上を考

慮すると、本件作業に従事した X のような

労働者を「リスクを受け入れた者」として捉

え、損害額を減額する理由とする本判決に

は疑問が残る。 
 
５． 適用の実際 
 インタビューによると、①本条は事故発

生時の退避義務を定めた条文であり、実際

に事故が発生したときは当然に退避措置を

講じていることから、臨検監督において本

条を適用する場面はなく、また、②実際に事

故発生時点で監督官が現場に居合わせるこ

とはなく、事故発生後に現場に駆け付ける、

すなわち現場に到着するのは退避措置を講

じた後になるため、本条の適用場面に遭遇

しない。そのため、実際の適用例はないとの

ことであった。 
 しかし、退避が遅れた結果として労災事

故は発生したときは立件の対象として適用

する可能性はありうるとのことである。 
 
５．第 25 条の 2 
１．１ 条文 

第第二二十十五五条条のの二二  
建建設設業業そそのの他他政政令令でで定定めめるる業業種種にに属属すするる事事

業業のの仕仕事事でで、、政政令令でで定定めめるるももののをを行行うう事事業業

者者はは、、爆爆発発、、火火災災等等がが生生じじたたここととにに伴伴いい労労

働働者者のの救救護護にに関関すするる措措置置ががととらられれるる場場合合にに

おおけけるる労労働働災災害害のの発発生生をを防防止止すするるたためめ、、次次

のの措措置置をを講講じじななけけれればばななららなないい。。  
一一  労労働働者者のの救救護護にに関関しし必必要要なな機機械械等等のの備備

付付けけ及及びび管管理理をを行行ううこことと。。  
二二  労労働働者者のの救救護護にに関関しし必必要要なな事事項項ににつついい

ててのの訓訓練練をを行行ううこことと。。  
三三  前前二二号号にに掲掲げげるるももののののほほかか、、爆爆発発、、火火

災災等等にに備備ええてて、、労労働働者者のの救救護護にに関関しし必必要要なな

事事項項をを行行ううこことと。。  
２２  前前項項にに規規定定すするる事事業業者者はは、、厚厚生生労労働働省省

令令でで定定めめるる資資格格をを有有すするる者者ののううちちかからら、、厚厚

生生労労働働省省令令でで定定めめるるととこころろにによよりり、、同同項項各各

号号のの措措置置ののううちち技技術術的的事事項項をを管管理理すするる者者をを

選選任任しし、、そそのの者者にに当当該該技技術術的的事事項項をを管管理理ささ

せせななけけれればばななららなないい。。  

 
１．２ 趣旨・内容 
１．２．１ 趣旨 
 本条は、隧道等の建設工事等特に危険な

工事を行う事業者については、爆発、火災等

の重大事故が発生したことに伴い救護に関

する措置がとられる場合に備えて、必要な

機械器具の備付け、必要な訓練の実施等の

措置を行わせるとともに有資格者にこれら

に関する技術的事項を管理させることとし

たものである 66。 
 行政解釈によると、「本条は、労働者の救

護に関する措置がとられる場合に備えて事

業者は、あらかじめ必要な措置を講じなけ

ればならないことを規定したものであり、

事業者の救護義務自体について規定したも

のではないこと。したがつて、消防法の規定

等現在の事故発生時における救護責任のあ

り方を変更するものではないこと。」とされ

ている(昭 55.11.25 基発第 647 号)。 
 
１．２．２ 内容 
１．２．２．１ 対象となる業務 
 本条第 1 項によると、「建設業その他政
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に当該作業に従事する者は必要となりうる。

また、使用者は労働者に対して指揮命令権

を有するため、労働契約の内容によっては

健康リスクを伴う作業であっても拒否しが

たいケースがあると考えられる。以上を考

慮すると、本件作業に従事した X のような

労働者を「リスクを受け入れた者」として捉

え、損害額を減額する理由とする本判決に

は疑問が残る。 
 
５． 適用の実際 
 インタビューによると、①本条は事故発

生時の退避義務を定めた条文であり、実際

に事故が発生したときは当然に退避措置を

講じていることから、臨検監督において本

条を適用する場面はなく、また、②実際に事

故発生時点で監督官が現場に居合わせるこ

とはなく、事故発生後に現場に駆け付ける、

すなわち現場に到着するのは退避措置を講

じた後になるため、本条の適用場面に遭遇

しない。そのため、実際の適用例はないとの

ことであった。 
 しかし、退避が遅れた結果として労災事

故は発生したときは立件の対象として適用

する可能性はありうるとのことである。 
 
５．第 25 条の 2 
１．１ 条文 

第第二二十十五五条条のの二二  
建建設設業業そそのの他他政政令令でで定定めめるる業業種種にに属属すするる事事

業業のの仕仕事事でで、、政政令令でで定定めめるるももののをを行行うう事事業業

者者はは、、爆爆発発、、火火災災等等がが生生じじたたここととにに伴伴いい労労

働働者者のの救救護護にに関関すするる措措置置ががととらられれるる場場合合にに

おおけけるる労労働働災災害害のの発発生生をを防防止止すするるたためめ、、次次

のの措措置置をを講講じじななけけれればばななららなないい。。  
一一  労労働働者者のの救救護護にに関関しし必必要要なな機機械械等等のの備備

付付けけ及及びび管管理理をを行行ううこことと。。  
二二  労労働働者者のの救救護護にに関関しし必必要要なな事事項項ににつついい

ててのの訓訓練練をを行行ううこことと。。  
三三  前前二二号号にに掲掲げげるるももののののほほかか、、爆爆発発、、火火

災災等等にに備備ええてて、、労労働働者者のの救救護護にに関関しし必必要要なな

事事項項をを行行ううこことと。。  
２２  前前項項にに規規定定すするる事事業業者者はは、、厚厚生生労労働働省省

令令でで定定めめるる資資格格をを有有すするる者者ののううちちかからら、、厚厚

生生労労働働省省令令でで定定めめるるととこころろにによよりり、、同同項項各各

号号のの措措置置ののううちち技技術術的的事事項項をを管管理理すするる者者をを

選選任任しし、、そそのの者者にに当当該該技技術術的的事事項項をを管管理理ささ

せせななけけれればばななららなないい。。  

 
１．２ 趣旨・内容 
１．２．１ 趣旨 
 本条は、隧道等の建設工事等特に危険な

工事を行う事業者については、爆発、火災等

の重大事故が発生したことに伴い救護に関

する措置がとられる場合に備えて、必要な

機械器具の備付け、必要な訓練の実施等の

措置を行わせるとともに有資格者にこれら

に関する技術的事項を管理させることとし

たものである 66。 
 行政解釈によると、「本条は、労働者の救

護に関する措置がとられる場合に備えて事

業者は、あらかじめ必要な措置を講じなけ

ればならないことを規定したものであり、

事業者の救護義務自体について規定したも

のではないこと。したがつて、消防法の規定

等現在の事故発生時における救護責任のあ

り方を変更するものではないこと。」とされ

ている(昭 55.11.25 基発第 647 号)。 
 
１．２．２ 内容 
１．２．２．１ 対象となる業務 
 本条第 1 項によると、「建設業その他政
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令で定める業種に属する事業の仕事」が対

象となる。対象となる仕事は安衛法施行令

9 条の 2 に定められており、ずい道等の建

設の仕事で、出入口からの距離が千メート

ル以上の場所において作業を行うこととな

るもの及び深さが五十メートル以上となる

たて坑（通路として用いられるものに限る。）

の掘削を伴うもの(第 1 号)、圧気工法による

作業を行う仕事で、ゲージ圧力〇・一メガパ

スカル以上で行うこととなるもの(第 2 号)
が対象となる。なお、「その他政令で定める

業種」は現在のところ定められていない。 
 
１．２．２．２ 事業主が講ずべき措置 
 まず、第 1 号の「労働者の救護に関し必

要な機械等」は、①空気呼吸器又は酸素呼吸

器、②メタン、硫化水素、一酸化炭素及び酸

素の濃度を測定するため必要な測定器具、

③懐中電灯等の携帯用照明器具、④①から

③までのほか、労働者の救護に関し必要な

機械等と定められている(安衛則第 24 条の

3 第 1 項)。なお、③の「懐中電灯等」の「等」

には、携帯電灯(電池付)及びキャップランプ

が含まれ、④の「機械等」の「等」とは、救

護に当たる労働者の安全を確保するために

必要なはしご、ロープ等をいう(昭 55.11.25
基発第 648 号)。 
 次に、第 2 号の「労働者の救護に関し必

要な事項についての訓練」とは、①前条第 1
項の機械等の使用方法に関すること、②救

急そ生の方法その他の救急処置に関するこ

と、③①及び②に掲げるもののほか、安全な

救護の方法に関することと定められている

(安衛則第 24 条の 4 第 1 項)。①の「機械等」

の使用方法については、それぞれの機械に

添付されている説明書の内容を熟知するこ

と、実際に、呼吸器を装着したり、測定器で

測定してみることが必要である 67。②の「救

急そ生の方法」とは、人工蘇生器の使用方法

及び人工呼吸の方法及び心臓マッサージの

方法をいい、「その他の救急処置」とは、止

血法、骨折部の固定法等打撲、火傷等に対す

る応急手当をいう(昭 55.11.25 基発第 648
号)。また、③の「安全な救護方法」とは、

具体的には、非常時の招集、救護に当たる者

相互の連絡又は合図、携行品の確認、救護に

係る伝達事項に対する復唱等による確認等

の事項をいう(昭 55.11.25 基発第 648 号)。
なお、救護に関する訓練を行ったときは、①

実施年月日、②訓練を受けた者の氏名、③訓

練の内容を記録し、これを 3 年間保存しな

ければならない(安衛則第24条の4第3項)。 
 そのほかに、事業主は、機械等の備付け時

期までに、①救護に関する組織に関するこ

と、②救護に関し必要な機械等の点検及び

整備に関すること、③救護に関する訓練の

実施に関すること、④①から③までに掲げ

るもののほか、救護の安全に関することに

ついて、救護の安全に関する規程を定めな

ければならない(安衛則第 24 条の 5)。さら

に、ずい道工事等における作業は、地下の限

られた空間において行われるものであるこ

とから、いったん、その内部で事故が発生し

た場合に、その内部に何人残存しているの

かが明確でなければ救護のための対策がた

てにくいため、事業者は、救護に関する機械

等の備付け時期までに、ずい道等の内部又

は高圧室内において作業を行う労働者の人

数及び氏名を常時確認することができる措

置を講じなければならない(安衛則第 24 条

の 6)。 
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１．２．２．３ 救護に関する技術的事項を

管理する者 
 救護に関する措置は、技術的・専門的事項

を含むものであることから、その技術的事

項については、一定の資格を有する者に管

理させることとし、事業者は、一定の資格を

有する者のうちからこれの措置に係る技術

的事項を管理する者を選任し、①労働者の

救護に必要な機械等の備付け及び点検整備、

②労働者の救護に必要な訓練の実施、③労

働者の救護に関する規程の作成、④ずい道

等の内部等において作業を行う労働者の人

数、氏名の確認、⑤その他の救護に関し必要

な技術的事項に管理、等の職務を行わせ、技

術的事項を管理させなければならない 68。

なお、行政解釈によると、「技術的事項」と

は、救護に関する「具体的事項をいうもので

あり、専門技術的事項に限る趣旨のもので

はないこと」とされている(昭 55.11.25 基発

第 648 号)。 
 救護に関する技術的事項を管理する者の

選任は、救護に関する機械等の備付け時期

までにその事業所に専属の者を選任しなけ

ればならない(安衛則第 24 条の 7 第 1 項)。 
 救護に関する技術的事項を管理する者の

資格は、次に掲げる者で、厚生労働大臣の定

める研修を修了したものと定められている

(安衛則第 24 条の 8)。すなわち、①施行令

第 9 条の 2 第 1 号に掲げる仕事 3 年以上

ずい道等の建設の仕事に従事した経験を有

する者、②施行令第 9 条の 2 第 2 号に掲げ

る仕事 3 年以上圧気工法による作業を行

う仕事に従事した経験を有する者である。

なお、①及び②の「仕事に従事した経験」と

は、それぞれの建設工事現場において、当該

工事の施工に直接従事したことであって、

単に現場事務所における報告書の作成等の

事務処理に従事していたことだけでは足り

ない 69。これらの者が厚生労働大臣の定め

る研修を修了し、救護に関する技術的事項

を管理する者となれるが、研修の具体的内

容は、①学科研修、②実技研修から構成され

る(昭 56 労働省告示第 55 号)。事業者は、

救護に関する技術的事項を管理する者がそ

の職務を適正に行うことができるように、

安全に関し必要な措置をなし得る権限を付

与すべきこととなる(安衛則第 24 条の 9)。 
 
１．３ 罰則 
 事業者が、本条第 1 項の規定に違反して

救護に関する事前の措置を講じない場合に

は、6 カ月以下の懲役又は 50 万円以下の罰

金に処せられる(法第 119 条第 1 号)。 
 また、本条第 2 項の規定に違反して、①

救護に関する技術的事項を管理する者を選

任しない場合又は、②選任したとしても、法

第 25 条の 2 第 1 項各号の措置のうち技術

的事項を管理させない場合には、50 万円以

下の罰金に処せられる(法第 120 条第 1号)。 
 
２． 沿革 
 後述上越新幹線大清水トンネル工事の坑

内火災事故の事故(1979(昭和 54)年 3 月 20
日)の 1 年 8 か月前、上越新幹線の湯沢トン

ネル工事の坑内で火災事故が発生していた

(死亡者はなし)。この火災の後、旧労働省は

局長通達(「トンネル工事等における坑内火

災の防止について」(昭 52.7.25 基発第 418
号の 2))を出し、再発防止のための指示を細

部にわたって行った。 
にもかかわらず、大清水トンネル工事の

坑内火災事故の際には、通達事項はほとん

－ 578 －



分担研究報告書（佐々木達也） 

 

１．２．２．３ 救護に関する技術的事項を

管理する者 
 救護に関する措置は、技術的・専門的事項

を含むものであることから、その技術的事

項については、一定の資格を有する者に管

理させることとし、事業者は、一定の資格を

有する者のうちからこれの措置に係る技術

的事項を管理する者を選任し、①労働者の

救護に必要な機械等の備付け及び点検整備、

②労働者の救護に必要な訓練の実施、③労

働者の救護に関する規程の作成、④ずい道

等の内部等において作業を行う労働者の人

数、氏名の確認、⑤その他の救護に関し必要

な技術的事項に管理、等の職務を行わせ、技

術的事項を管理させなければならない 68。

なお、行政解釈によると、「技術的事項」と

は、救護に関する「具体的事項をいうもので

あり、専門技術的事項に限る趣旨のもので

はないこと」とされている(昭 55.11.25 基発

第 648 号)。 
 救護に関する技術的事項を管理する者の

選任は、救護に関する機械等の備付け時期

までにその事業所に専属の者を選任しなけ

ればならない(安衛則第 24 条の 7 第 1 項)。 
 救護に関する技術的事項を管理する者の

資格は、次に掲げる者で、厚生労働大臣の定

める研修を修了したものと定められている

(安衛則第 24 条の 8)。すなわち、①施行令

第 9 条の 2 第 1 号に掲げる仕事 3 年以上

ずい道等の建設の仕事に従事した経験を有

する者、②施行令第 9 条の 2 第 2 号に掲げ

る仕事 3 年以上圧気工法による作業を行

う仕事に従事した経験を有する者である。

なお、①及び②の「仕事に従事した経験」と

は、それぞれの建設工事現場において、当該

工事の施工に直接従事したことであって、

単に現場事務所における報告書の作成等の

事務処理に従事していたことだけでは足り

ない 69。これらの者が厚生労働大臣の定め

る研修を修了し、救護に関する技術的事項

を管理する者となれるが、研修の具体的内

容は、①学科研修、②実技研修から構成され

る(昭 56 労働省告示第 55 号)。事業者は、

救護に関する技術的事項を管理する者がそ

の職務を適正に行うことができるように、

安全に関し必要な措置をなし得る権限を付

与すべきこととなる(安衛則第 24 条の 9)。 
 
１．３ 罰則 
 事業者が、本条第 1 項の規定に違反して

救護に関する事前の措置を講じない場合に

は、6 カ月以下の懲役又は 50 万円以下の罰

金に処せられる(法第 119 条第 1 号)。 
 また、本条第 2 項の規定に違反して、①

救護に関する技術的事項を管理する者を選

任しない場合又は、②選任したとしても、法

第 25 条の 2 第 1 項各号の措置のうち技術

的事項を管理させない場合には、50 万円以

下の罰金に処せられる(法第 120 条第 1号)。 
 
２． 沿革 
 後述上越新幹線大清水トンネル工事の坑

内火災事故の事故(1979(昭和 54)年 3 月 20
日)の 1 年 8 か月前、上越新幹線の湯沢トン

ネル工事の坑内で火災事故が発生していた

(死亡者はなし)。この火災の後、旧労働省は

局長通達(「トンネル工事等における坑内火

災の防止について」(昭 52.7.25 基発第 418
号の 2))を出し、再発防止のための指示を細

部にわたって行った。 
にもかかわらず、大清水トンネル工事の

坑内火災事故の際には、通達事項はほとん
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ど無視されており、ずさんな防災・救護の体

制が明らかとなった。国会では、特に、火災

発生後の警報・連絡体制、役に立たない消火

器、空気呼吸器の容量不足など、火災発生後

の救護の不備が問題となった。 
 このことから、旧労働省は大清水トンネ

ル事故の坑内火災事故の経験を織り込んだ

新たな通達(「工事中の長大トンネルにおけ

る防火安全対策について」(昭 54.10.22 基発

第 523 号の 2))を出した後、この事故では救

護に向かった人も犠牲になっていることか

ら、万一重大な事故が発生したときのこと

を想定した救護体制を整えておく必要があ

ることから、昭和 55 年の安衛法改正により、

本条が新設された 70。 
なお、労働者の救護に関する措置として、

本条が設けられたことに伴い、安衛則第 1
編に第2章の2(労働者の救護に関する措置)
が設けられ、救護のために設置すべき機械

等、救護に関する訓練、救護の安全に関する

規程の作成、救護に関する技術的事項を管

理する者の選任要件とその者の資格等が規

定された(安衛則第 24 条の 2 から第 24 条

の 8)。 
 
３． 背景となった災害 
 本条が設けられた背景となった災害は、

前述のとおり、大清水トンネル工事の坑内

火災事故である。この事故は、群馬県利根郡

水上町の保登野沢工区、谷川岳の真下に当

たる地点で発生した 71。 
 工事現場で、掘削に使用した鋼製ジャン

ボドリル台の解体作業中に火災が発生した。

火災発生直後に、坑内の現場から「ジャンボ

が燃えたが、何とか消せそうだ」と工事を請

け負っていた会社の現場事務所に電話が入

った。しかし、その後、これ以上の連絡がと

れないまま、数名が地上に逃げ出してきた。 
 そのため、請け負っていた会社の職員 2
名が、救出と連絡のため、空気呼吸器を付け

て入坑したものの、その後に連絡を絶ち、2
名とも死亡するという二次災害が発生した。 
 当時、坑内では 54 名が作業に従事してお

り、そのうち解体作業に従事していたのは

11 名で、最初は消火に努めた。しかし、備

え付けの消火器はすべて使い古しで、消火

粉末は出なかった。また、警報がなかったた

め、坑内の別の場所で作業をしていた労働

者は逃げる間もなく煙に襲われた。この事

故で、16 名が命を落とした。 
 
４． 関連判例 
４．１ 三井鉱山(第一)事件・福岡地判平

5.3.26 労判 638 号 65 頁(三井鉱山(第二)事
件・福岡地判平 5.3.26 労判 638 号 89 頁も

同旨) 
＜事実の概要＞ 
 被告 Y 社(以下「Y 社」)が統括管理する

炭鉱において昭和 38 年 11 月 9 日、坑道内

で鉱車が逸走して粉じん爆発事故が発生し

たことにより入坑者 1403 名のうち、爆発自

体の火傷や外傷により死亡したと推定され

る者 20 名、一酸化炭素中毒により死亡した

と推定される者 438 名、一酸化炭素中毒に

り患した者 839 名であった。 
 第一事件では 4 名、第二事件では 42 名の

一酸化炭素中毒者とその妻らが原告となっ

て民法 717 条 1 項に基づき損害賠償を請求

した。 
 
＜判旨＞ 
 「坑道が、民法 717 条 1 項にいう土地の
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工作物に該当し、かつ、本件事故当時被告が

これを占有していたことは明らかである。 
ところで、坑道内に炭じんが多量に堆積

すると、各種の衝撃・振動により炭じん雲が

形成され、火源となるものの存在により爆

発を引き起こす危険性が極めて高いから、

坑道内は常に多量の炭じんが堆積しないよ

う維持・管理される必要があるものといわ

ねばならない。しかるに、前記第三に判示の

とおり、本件事故当時本件坑道内には爆発

を引き起こすに足る量の炭じんが堆積して

いたものと認められるから、本件坑道の保

存には瑕疵があったものというべく、本件

坑道の占有者たる被告は、民法 717 条 1 項

本文により、本件事故に基づく損害を賠償

すべき責任がある。」 
 
４．２ 検討 
 刊行されている判例誌及び判例データベ

ースを検索したものの、本条が争点となっ

た裁判例を見つけることはできなかった。

その理由としては、①本条の適用対象が建

設業その他政令で定める業種に属する事業

の仕事のみであること、②本条が爆発、火災

等の災害発生により被った損害に対する責

任を追及するための根拠となる条文ではな

く、災害発生後の救護の場面を想定してい

ることから、本条が適用できる事例が極め

て限定的であることが考えられる。上で取

り上げた裁判例は、日本における災害災害

の中でも有名な事故の一つである三井三池

三川炭鉱炭じん爆発に対する損害賠償請求

事件である。本件は、労働契約上の安全配慮

義務違反ではなく、民法 717 条 1 項が争わ

れた点に事例としての特徴が見られる。本

件は、坑道の保存に瑕疵が争点となってい

るものの、原告らが「避難、救護過程におけ

る被告の責任」についても主張しているこ

と、対象となる仕事の一つであるたて坑が

坑道と空間的に類似していると考えられる

ことから、本条の関連判例として本事件を

取り上げたしだいである。 
 本事件での避難、救護に関する原告らの

主張は、両事件ともに、跡ガス対策につい

て、①構造、施設等(事故と跡ガス発生の非

常連絡手段、非常通気、跡ガス誘導、非常集

合所の設置等、自己救命器の備え付け、)、
②跡ガス教育訓練、③跡ガス罹災者に対す

る救助及び救急治療体制の三点である。両

事件ともに、裁判所は、この主張に対して判

示せず、炭じんが堆積していた坑道の保存

に瑕疵があったとして Y 社の損害賠償責任

を認めており、避難や救護に関する主張に

対する判示はない。しかし、本条の適用対象

となる仕事において、事業者において労働

者の救護に関し必要な機械等の備付け及び

管理、又は／及び労働者の救護に関し必要

な事項についての訓練がなされていない状

況下で火災、爆発等の災害が発生し、労働者

が損害を被った場合には、本件と同様の主

張をすることで本条違反を理由に損害賠償

請求をするという論理構成が可能であると

思われる。 
 なお、本条から外れるが、災害発生時の消

火活動や救護活動につき労働者に対して使

用者の指揮命令がなく、当該労働者がその

ような活動を行う緊急性や必要性も存しな

い場合に、救護活動等を行い被災したとし

ても業務上と認定されない可能性があると

解される(国・天満労基督長事件・大阪地判

平 27.2.23 判例秘書 L07051002)。 
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５． 適用の実際 
 インタビューによると、本条に関する監

督は、適用対象となる工事を行っている建

設現場において、厚生労働大臣が定める研

修を修了した者がいるか否かを確認するだ

けであるとのことである。 
 
Ｄ．考察 及び Ｅ．結論 
 今年度の研究は、対象条文と関連する特

別衛生規則との関係を中心とした調査を行

った。 
 まず、対象条文と関連規則との関係を確

認すると、本法により労働者に健康障害を

及ぼす要因を抽象的かつ広範囲に定め、労

働者の健康障害を防止するために必要な措

置を関連省令によって詳細に規定するとい

う構造を取っている。本研究の対象条文に

おける危害要因は、技術の進歩や労働者の

健康被害の実態、災害的出来事を反映して、

その都度対応がなされているものの、第 22
条及び第 23 条は内容面では工場法及び工

場危害予防及衛生規則の時代にはすでに原

型が形成され、旧労基法を経て安衛法に至

るものであり、連続性のある規定があるこ

とが明らかとなった。他方で、第 24 条は、

本報告書が対象とする他の条文と比べて立

法の沿革に関する資料が少なかったことも

あり詳細は必ずしも明らかではないものの、

産業災害の中でも作業行動災害の割合が高

い状況にあったことから、その対策として

規定が設けられたものと推察される。さら

に、第 25 条は、安衛法制定時に労働者団体

の意見による修正で追加された条文である

ところ、安衛法は旧労基法までには見られ

なかった「労働者の権利」という視点を取り

入れたことは特徴的である。 

 関連裁判例や違反事例において、第 22 条

及び第 23 条は当該条文のみが問題となる

事例はほとんど見られず、多くの事例は安

衛則及び特別衛生規則違反があるがゆえに

対象条文違反が問題となっている。このよ

うな実態に鑑みると、今年度の研究の結果

からは対象条文における解釈上の問題は見

られず、また改正する必要性はないものと

考えられる。 
第 24 条については、腰痛については厚労

省及び旧労働省の通達の内容が安全配慮義

務違反の有無を判断する際の基準となって

おり、転倒や転落については安全教育の実

施や施設・設備面での対策が安全配慮義務

違反の有無を判断する際の基準となってい

る。同条は省令もなく、規定自体が抽象的で

あることを考慮すると、労災予防をより効

果的に実現するためには、インタビューで

も提言があったように、作業行動ごとに通

達や指針、規則を定める対応が必要となる

と思われる。 
第 25 条は、通常、上述の福島第一原発事

故のような緊急作業や火災や爆発などの緊

急事態での場面が問題となると考えられる

ことから、どのような場合に退避をさせる

か(上述の裁判例ではアラームが鳴ったと

き)を使用者が明確に定めておかなければ

ならないであろう。そして、緊急作業が想定

される事業や災害発生率の高い事業につい

ては、労働者を退避させる基準、退避させる

際の手順が事業者において確立され、労働

者に周知されているかなど、必要な場合に

退避が行える体制が整っているかを行政監

督の際に確認することも労働者を退避させ

る義務を履行させるための一つの手段であ

ると思われる。 
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 また、本研究は先行研究において指摘さ

れていた課題の克服及び改善策を実現する

ことも視野に入れて、関連規則の制定・改正

の背景及び対象条文との関係で重要となる

規定の調査を行った。 
日本における特別衛生規則の変遷及び現

状については、①技術の発達、労働者の健康

被害発症の実態、災害的出来事や社会問題

に対応する形で内容を充実させてきたこと

(充実化)、②主たる作業内容の変化により事

業者が講ずべき措置が他の化学物質と大き

くことなったことから、特化則における規

制から石綿について単独の規則が制定され

るなど危害要因それぞれの変化に応じて

徐々に細やかな規制が設けられるようにな

ったこと(細分化)、③例えば、特別有機溶剤

等について、その濃度に応じて有機則と特

化則の適用関係が変わるように(前述のと

おり、いずれか一方が適用される場合と重

畳的に適用される場合がある)、複数の規則

が関連する場合があること(複雑化)が指摘

できる。 
以上のような展開は、先行研究も指摘す

るように、綿密さや実際的な実用性を実現

しており、危害要因それぞれの特徴に応じ

た定めを細かく設けることが労働者の健康

障害を予防するために効果的であることは

明らかである。しかし同時に、分かり易さと

いう要請からは、正反対の方向への展開で

もあるといえよう。 
実際に現場で監督及び法令の適用を行う

監督官の意見としては、①規制される化学

物質が増えるたびに改正されている有機溶

剤中毒予防規則及び特定化学物質障害予防

規則の構成が複雑になってきている、②有

機溶剤中毒予防規則と特定化学物質障害予

防規則については、同じ化学物質の規制と

するものであり、大きく見直す必要がある

ものと考えられる、③特定化学物質障害防

止規則、有機溶剤中毒予防規則、粉じん障害

防止規則等の現在単独で規定される各有害

物質に関する省令を一本化すること、など

現行の特別衛生規則の見直し又は統廃合の

必要性を指摘する意見が多くみられる 72。

また、適用場面では、罪刑法定主義の観点か

らの問題が生じるとの回答もある。この調

査の結果から、監督官にとっても、現行の安

衛法体系が複雑・難解であり、現場での適用

を困難にしている要因であることが明らか

になっている。さらに、監督官にとってさえ

現行法体系が難解であるということは、法

令を遵守する対象である事業者にとっては、

安衛法はもはや理解できないレベルに複雑

であると推察される。このような状況にお

いては、安衛法が目的とする職場における

労働者の安全と健康の確保を達成すること

は極めて困難であると考えられる。したが

って、監督官にとっても、事業者にとって

も、何をすると違反になるのかを明確にす

ることが、安衛法及び特別衛生規則を整理

するうえで最も重要な視点となる。 
しかし、細分化・複雑化した規則をどのよ

うに整理することで、分かり易さ・事業者に

とっての見やすさを実現するかは難解な問

題であり、この問題をどのように解消する

かはさらなる検討を要する。また、労働者の

健康障害を防止するための措置は、危害要

因が有機溶剤や鉛のような物質であるのか、

高気圧や事務所といった作業環境であるか

によって異なるし、さらに危害要因の形状

や有毒性の程度・取り扱う作業の方法など

の特徴に左右されるため、法体系を整理す
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る際にはどこに軸を置くかを定める必要が

あろう。 
 
Ｆ．研究発表 

1．論文発表 
なし 
2．学会発表 

 なし 
 
Ｇ．知的所有権の取得状況 

1．特許取得 
 なし 

2．実用新案登録 
 なし 

3．その他 
 なし 
 
Ｈ．引用文献 
脚注を参照されたい。 
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図表がある場合は、これ以降に番号順に貼り付け（１段組） 

【局所排気装置】 

局所排気装置１

 局所排気装置２ 
テラル株式会社の WEB サイト(https://www.teral.net/solution/exhaust/yougo-system-
local/  ：最終閲覧日 2020 年 10 月 26 日) 
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図表がある場合は、これ以降に番号順に貼り付け（１段組） 

【局所排気装置】 

局所排気装置１

 局所排気装置２ 
テラル株式会社の WEB サイト(https://www.teral.net/solution/exhaust/yougo-system-
local/  ：最終閲覧日 2020 年 10 月 26 日) 
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テラル株式会社の WEB サイト(https://www.teral.net/solution/exhaust/yougo-system-
pushpull/：最終閲覧日 2020 年 10 月 26 日) 
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【全体換気装置】 
株式会社吉田工業の WEB サイト(https://www.k-yoshida.co.jp/f-zentai.html ：最終閲覧日

2020 年 10 月 28 日) 
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【全体換気装置】 
株式会社吉田工業の WEB サイト(https://www.k-yoshida.co.jp/f-zentai.html ：最終閲覧日

2020 年 10 月 28 日) 
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【呼吸用保護具の系統図】 

 

 安全衛生.COM の WEB サイト(https://安全衛生.com/2016/02/03/post-12154/#i-3 ：最終

閲覧日 2020 年 10 月 29 日) 
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【送気マスク】 

株式会社 重松製作所の WEB サイト(https://www.sts-japan.com/products/soki_mask/  ：
最終閲覧日 2020 年 10 月 26 日) 
 
 
 

【防毒マスク】 

 
株 式 会 社  重 松 製 作 所 の WEB サ イ ト  (https://www.sts-
japan.com/products/bodoku_mask/ ：最終閲覧日 2020 年 10 月 26 日) 
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【送気マスク】 

株式会社 重松製作所の WEB サイト(https://www.sts-japan.com/products/soki_mask/  ：
最終閲覧日 2020 年 10 月 26 日) 
 
 
 

【防毒マスク】 

 
株 式 会 社  重 松 製 作 所 の WEB サ イ ト  (https://www.sts-
japan.com/products/bodoku_mask/ ：最終閲覧日 2020 年 10 月 26 日) 
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【電動ファン付き呼吸用保護具】 

 
株式会社谷澤製作所の WEB サイト(https://www.tanizawa.co.jp/products/etc/etc-5/st271-
4  ：最終閲覧日 2020 年 10 月 29 日) 
 
 
【鉛対策用呼吸保護具】 

 

好 川 産 業 株 式 会 社 の WEB サ イ ト  (https://premium.ipros.jp/yk-
world/product/detail/2000262969/ ：最終閲覧日 2020 年 10 月 26 日) 
  

－ 589 －



分担研究報告書（佐々木達也） 

 

【潜函工法(ケーソン設備)】 

 

オリエンタル白石株式会社の WEB サイト (http://www.orsc.co.jp/tec/newm_v2/ncon02.ht
ml ：最終閲覧日 2020 年 10 月 28 日) 
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【潜函工法(ケーソン設備)】 

 

オリエンタル白石株式会社の WEB サイト (http://www.orsc.co.jp/tec/newm_v2/ncon02.ht
ml ：最終閲覧日 2020 年 10 月 28 日) 
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【「特別有機溶剤」及び「有機溶剤含有物」の規制対象の範囲】 

 
三協化学株式会社の WEB サイト(https://www.sankyo-chem.com/regulation/tokkasoku/?l
ang=ja： 最終閲覧日 2020 年 10 月 29 日) 
 
【有機溶剤と特別有機溶剤の関係】 

 
株式会社石井マークの WEB サイト(http://www.ishiimark.com/sgnplt_cem01.htm ：最

終閲覧日 2020 年 10 月 29 日) 
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【労働安全衛生法施行令別表 6 の 2】 
有機溶剤は労働安全衛生方施行令『別表第六の二』に掲げられており、毒性の強い順に第

一種、第二種、第三種と三段階に分けられています。溶剤名横の数字は省令で管理されて

いる番号です。 
 
第一種有機溶剤等 
14. クロロホルム 
23.  四塩化炭素 
27. 一・二‐ジクロルエタン（別名二塩化エチレン） 
28. 一・二‐ジクロルエチレン（別名二塩化アセチレン） 
32. 一・一・二・二‐テトラクロルエタン（別名四塩化アセチレン） 
36. トリクロルエチレン  
38. 二硫化炭素  
  
第二種有機溶剤 
1. アセトン 
2. イソブチルアルコール 
3. イソプロピルアルコール 
4. イソペンチルアルコール（別名イソアミルアルコール） 
5. エチルエーテル 
6. エチレングリコールモノエチルエーテル（別名セロソルブ） 
7. エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート（別名セロソルブアセテト） 
8. エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル（別名ブチルセロソルブ） 
9. エチレングリコールモノメチルエーテル（別名メチルセロソルブ） 
10. オルト‐ジクロルベンゼン 
11. キシレン 
12. クレゾール 
13. クロルベンゼン 
15. 酢酸イソブチル  
16. 酢酸イソプロピル 
17. 酢酸イソペンチル（別名酢酸イソアミル）  
18. 酢酸エチル 
19. 酢酸ノルマル-ブチル 
20. 酢酸ノルマル-プロピル 
21. 酢酸ノルマル-ペンチル（別名酢酸ノルマル-アミル） 
22. 酢酸メチル  
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【労働安全衛生法施行令別表 6 の 2】 
有機溶剤は労働安全衛生方施行令『別表第六の二』に掲げられており、毒性の強い順に第

一種、第二種、第三種と三段階に分けられています。溶剤名横の数字は省令で管理されて

いる番号です。 
 
第一種有機溶剤等 
14. クロロホルム 
23.  四塩化炭素 
27. 一・二‐ジクロルエタン（別名二塩化エチレン） 
28. 一・二‐ジクロルエチレン（別名二塩化アセチレン） 
32. 一・一・二・二‐テトラクロルエタン（別名四塩化アセチレン） 
36. トリクロルエチレン  
38. 二硫化炭素  
  
第二種有機溶剤 
1. アセトン 
2. イソブチルアルコール 
3. イソプロピルアルコール 
4. イソペンチルアルコール（別名イソアミルアルコール） 
5. エチルエーテル 
6. エチレングリコールモノエチルエーテル（別名セロソルブ） 
7. エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート（別名セロソルブアセテト） 
8. エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル（別名ブチルセロソルブ） 
9. エチレングリコールモノメチルエーテル（別名メチルセロソルブ） 
10. オルト‐ジクロルベンゼン 
11. キシレン 
12. クレゾール 
13. クロルベンゼン 
15. 酢酸イソブチル  
16. 酢酸イソプロピル 
17. 酢酸イソペンチル（別名酢酸イソアミル）  
18. 酢酸エチル 
19. 酢酸ノルマル-ブチル 
20. 酢酸ノルマル-プロピル 
21. 酢酸ノルマル-ペンチル（別名酢酸ノルマル-アミル） 
22. 酢酸メチル  
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24. シクロヘキサノール 
25. シクロヘキサノン 
26. 一・四‐ジオキサン 
29. ジクロルメタン（別名二塩化メチレン） 
30. Ｎ・Ｎ‐ジメチルホルムアミド 
31. スチレン 
33. テトラクロルエチレン（別名パークロルエチレン） 
34. テトラヒドロフラン 
35. 一・一・一‐トリクロルエタン 
37. トルエン 
39. ノルマルヘキサン 
40. 一‐ブタノール 
41. 二‐ブタノール 
42. メタノール 
43. メチルイソブチルケトン 
44. メチルエチルケトン 
45. メチルシクロヘキサノール 
46. メチルシクロヘキサノン 
47. メチル-ノルマル-ブチルケトン 
  
第三種有機溶剤等 
48. ガソリン 
49. コールタールナフサ（ソルベントナフサを含む。） 
50. 石油エーテル 
51. 石油ナフサ 
52. 石油ベンジン 
53. テレビン油 
54. ミネラルスピリツト（ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリツト、ホワイトス

ピリツト及びミネラルターペンを含む。） 
55. 前各号に掲げる物のみから成る混合物 
 
佐 々 木 化 学 薬 品 株 式 会 社 の WEB サ イ ト (https://www.sasaki-c.co.jp/hatena-
h/yukiyouzai.html#beppyou6-2：最終閲覧日 2022 年 10 月 1 日) 
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【騒音障害防止用の保護具】 

 
聴力保護具を大きく分けると、耳の穴にいれる耳栓と、耳全体を覆うイヤーマフ(耳覆い)

があります。どちらを使用するかは作業の性質や騒音の性状で選択します。騒音の大きなと

ころでは耳栓とイヤーマフ（耳覆い）を同時に使用するとより効果的です。 
 
日本聴力保護研究会の WEB サイト(http://japanhearing.jp/howtouse.html ：最終閲覧日

2020 年 10 月 29 日) 
 

 
1 三柴丈典「総括報告書 リスクアセスメントを核とした諸外国の労働安全衛生制度の背景・特徴・効果

とわが国への適応可能性に関する調査研究」三柴丈典ほか「厚生労働省厚生労働科学研究補助金労働安全

衛生総合研究事業 リスクアセスメントを核とした諸外国の労働安全衛生制度の背景・特徴・効果とわが

国への適応可能性に関する調査研究」(2014 年度(平成 26 年度)～2016 年度(平成 28 年度))＜第 1 分冊＞

28 頁、59-60 頁。 
2 労働調査会出版局編『改訂 5 版 労働安全衛生法の詳解―労働安全衛生法の逐条解説―』(労働調査会、

2020 年(令和 2 年))392,393 頁、労務行政研究所編『改訂 2 版 労働安全衛生法』(労務行政、2021 年(令和

3 年))279 頁。 
3 本条 1 号から 4 号の詳細については、労働調査会出版局・前掲注 2 393～395 頁。 
4 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署『有機溶剤を正しく使いましょう』2 頁。 
5 労働調査会出版局・前掲注 2 400 頁。 
6 中央労働災害防止協会編『有機溶剤中毒予防規則の解説』(中央労働災害防止協会、2019 年(令和元

年))11 頁。当時の状況について詳しくは、久谷與史郎『事故と災害の歴史館―“あの時”から何を学ぶか

―』(中央労働災害防止協会、2008 年(平成 20 年))179~189 頁、中央労働災害防止協会編『安全衛生運動

史 安全専一から 100 年』(中央労働災害防止協会、2011 年(平成 23 年))411~413 頁も参照。 
7 労働省昭和 35 年 10 月 31 日基発 929 号「有機溶剤中毒予防規則の施行について」。 
8 有機則の対象となる有機溶剤の種類と区分をまとめた表は、厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監

督署・前掲注 4 2 頁を参照。 
9 中央労働災害防止協会編・前掲注 6『有機溶剤中毒予防規則の解説』69 頁。 
10 テラル株式会社の WEB サイト(https://www.teral.net/solution/exhaust/yougo-system-local/：最終閲

覧日 2020 年 10 月 26 日)。 
11 テラル株式会社の WEB サイト(https://www.teral.net/solution/exhaust/yougo-system-pushpull/：最

終閲覧日 2020 年 10 月 26 日)。 
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【騒音障害防止用の保護具】 

 
聴力保護具を大きく分けると、耳の穴にいれる耳栓と、耳全体を覆うイヤーマフ(耳覆い)

があります。どちらを使用するかは作業の性質や騒音の性状で選択します。騒音の大きなと

ころでは耳栓とイヤーマフ（耳覆い）を同時に使用するとより効果的です。 
 
日本聴力保護研究会の WEB サイト(http://japanhearing.jp/howtouse.html ：最終閲覧日

2020 年 10 月 29 日) 
 

 
1 三柴丈典「総括報告書 リスクアセスメントを核とした諸外国の労働安全衛生制度の背景・特徴・効果

とわが国への適応可能性に関する調査研究」三柴丈典ほか「厚生労働省厚生労働科学研究補助金労働安全

衛生総合研究事業 リスクアセスメントを核とした諸外国の労働安全衛生制度の背景・特徴・効果とわが

国への適応可能性に関する調査研究」(2014 年度(平成 26 年度)～2016 年度(平成 28 年度))＜第 1 分冊＞

28 頁、59-60 頁。 
2 労働調査会出版局編『改訂 5 版 労働安全衛生法の詳解―労働安全衛生法の逐条解説―』(労働調査会、

2020 年(令和 2 年))392,393 頁、労務行政研究所編『改訂 2 版 労働安全衛生法』(労務行政、2021 年(令和

3 年))279 頁。 
3 本条 1 号から 4 号の詳細については、労働調査会出版局・前掲注 2 393～395 頁。 
4 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署『有機溶剤を正しく使いましょう』2 頁。 
5 労働調査会出版局・前掲注 2 400 頁。 
6 中央労働災害防止協会編『有機溶剤中毒予防規則の解説』(中央労働災害防止協会、2019 年(令和元

年))11 頁。当時の状況について詳しくは、久谷與史郎『事故と災害の歴史館―“あの時”から何を学ぶか

―』(中央労働災害防止協会、2008 年(平成 20 年))179~189 頁、中央労働災害防止協会編『安全衛生運動

史 安全専一から 100 年』(中央労働災害防止協会、2011 年(平成 23 年))411~413 頁も参照。 
7 労働省昭和 35 年 10 月 31 日基発 929 号「有機溶剤中毒予防規則の施行について」。 
8 有機則の対象となる有機溶剤の種類と区分をまとめた表は、厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監

督署・前掲注 4 2 頁を参照。 
9 中央労働災害防止協会編・前掲注 6『有機溶剤中毒予防規則の解説』69 頁。 
10 テラル株式会社の WEB サイト(https://www.teral.net/solution/exhaust/yougo-system-local/：最終閲

覧日 2020 年 10 月 26 日)。 
11 テラル株式会社の WEB サイト(https://www.teral.net/solution/exhaust/yougo-system-pushpull/：最

終閲覧日 2020 年 10 月 26 日)。 
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12 山本秀夫「鉛中毒予防規則について」日本災害医学会会誌 15 巻 3 号(1967 年(昭和 42 年))138 頁。 
13 労働調査会出版局・前掲注 2 402-403 頁。鉛の生体への影響について詳しくは、太田久吉「化学物質

による中毒の恐ろしさを知る 第 1 回鉛(Lead)」安全と健康 Vol.12 No.1(2011 年(平成 23 年))86 頁。 
14 中央労働災害防止協会編・前掲注 6 『安全衛生運動史』 354 頁。 
15 労働衛生課「四エチル鉛危害防止規則について」労働基準 3 巻 5 号(1961 年(昭和 26 年))9 頁。 
16 中央労働災害防止協会編・前掲注 6『安全衛生運動史』  354 頁。 
17 「特定化学物質等障害予防規則の内容」労政時報 2085 号(1971 年(昭和 46 年))48 頁。 
18 旧安衛規(労働省令第 9 号)第 174 条「排気又は排液中に有害物又は病原体を含む場合には、洗じょ

う、沈でん、収じん、消毒その他の方法によって処理した後、これを排出しなければならない」。 
19 「特定化学物質等障害予防規則の内容」・前掲 17 50 頁。 
20 中央労働災害防止協会『有機溶剤中毒予防規則の解説』(中央労働災害防止協会、2019 年(令和元

年))48-50 頁。なお、本規則第 8 章の規定は、有機溶剤業務以外の業務、例えば有機溶剤を貯蔵し、ある

いは販売する業務についても適用される。 
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厚生労働行政推進調査事業費補助金 
（政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）） 

分担研究報告書 

労働安全衛生法第 26 条及び第 27 条の逐条解説 
 

研究協力者 森山 誠也  労働基準監督官 
 
研究要旨 
本稿は、労働安全衛生法（昭和 47 年 6月 8日法律第 57 号）第 26 条及び第 27 条の規定

について逐条解説を行うものである。 
第 26 条は、事業者が本法第 20 条から第 25 条まで及び第 25 条の 2 第 1 項の規定により

労働者の安全と健康の確保等のため講ずる措置に応じて、労働者もまた必要な事項を守ら
なければならないことを定めたものである。 
労働者に一定の義務を課すことには技術上の必要性があるが、労働者は事業利益の帰属

主体ではなく、また安全衛生措置は事業の一環として組織的に行う必要があるものである
から、労働者に課すべき義務は最小限にとどめるべきである。また、危険源はその製造者
又は事業者等が生み出し、又は導入しているにもかかわらず、技術的制約からその保護方
策の一部を労働者の安全行動に委ねているという事情があるほか、人間にはヒューマンエ
ラーなど人間工学的に避けがたい失敗があることから、労働者が担う責任の評価は、形式
的な作業手順違反があるような場合があっても、慎重に行う必要がある。第 26 条の運用状
況についてみると、第 26 条違反の送検事例は少なく、詳細な実態は不明である。 
労働者は、両罰規定の関係上、事業者を名宛人とする規定により処罰されることもある

ことから、両罰規定が、事業利益の帰属主体である事業者を主たる名宛人とした本法の趣
旨を弱めている嫌いがある。管見の限りでは、新卒社員と変わらないような賃金しか受け
取っていない従業者が、事業者を名宛人とする規定の行為者として処罰された例もある。
実際にどのような者が両罰規定の行為者となるかは犯罪構成要件の具体的内容に左右され
るが、できるだけ高位の者が責任を負うような法体系が望まれる（刑罰法規の名宛人に関
する議論において、両罰規定（行為者罰規定）の検討は常に重要な論点である。）。また、
この議論では労働法や行政取締法規だけでなく、刑法の業務上過失致死傷罪のあり方など
様々な刑罰法規が同時に検討される必要があるだろう。思うに、犯罪は人の行為と定義さ
れているところ、事業者の多くは法人であるから、真に事業者そのものに責任を負わせる
ならば、法人を直接制裁する行政制裁制度を検討するべきである。 
また、労働災害防止のための労働者の就労拒否権など、本法の目的に資するような労働

者の権利についても、本法等法律で規定することを検討することが必要だと考えられる。 
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第 27 条第 1 項は、第 20条から第 25条まで及び第 25 条の 2 第 1 項の規定により労働者
の安全と健康の確保等のため事業者が講ずべき措置及び第 26 条の規定により労働者が遵
守すべき事項の具体的内容を厚生労働省令に包括的に委任することを定めたものである。 
法律事項を命令へ包括的に委任することについてはその合憲性がしばしば議論される

が、第 27 条に基づく労働大臣の省令制定権限の不行使の違法性等が争われた建設アスベス
ト訴訟神奈川1陣訴訟における最高裁判所の判決文95等でもそれを認める趣旨の見解が示
されたとおり、法律で規制する内容が多岐にわたる専門的・技術的事項であって、その内
容を速やかに技術の進歩や最新の医学的知見等に適合したものに改正していくためには、
これを包括的に主務大臣に委ねるのが適当であるから、第 27 条におけるような包括的命令
委任は許容されるものであろう。また、同判決では、争点の 1つとして、第 27 条に基づく
主務大臣による省令制定等の規制権限行使については、本法の目的に鑑みできる限り速や
かに、技術の進歩や最新の医学的知見等に適合したものに改正すべく、適時かつ適切に行
使されるべきものであるとされた。 
現行省令で定められている具体的な措置内容は、危害防止基準が概ね危険源毎に整理さ

れて規定され、保護方策の設定にあたっては危険源に対する曝露の管理のヒエラルキー（本
稿では「4 ステップメソッド」と呼ぶ。）に適合したものがあるなど、国際的なリスクア
セスメントの考え方に相当程度整合的なものとなっている。しかし、立法事実に対する規
制内容の十分性を考えたとき、現行省令の内容にはいまだ不十分な点も多いことから、本
法第 1条及び第 20 条から第 26 条までの趣旨と、省令制定権限の適切な行使という観点か
ら、これをより適確なものとしていく必要がある。 
第 27 条第 2 項は、省令の制定改廃に際しての公益法令への配慮を行うことを定めたもの

である。この例として、事業場からの有害物の排出方法に関する特化則の規制などがある。
また、公衆災害を契機として労働基準監督機関が本法違反の捜査を開始し、罰則が適用さ
れた例もあるとともに、1 つの事件において本法違反と他の公益法令違反が同時発生して
いることも少なくない。 
本稿（特に第 27 条の逐条解説）では、本法及びその政省令をより適確で、より体系的な

法令とするための厳密で細やかな議論の活性化を目指し、「危害防止基準」等の用語を定
義するとともに、仕様規定と性能規定、非定常作業等本法と本質的な関わりをもつ諸概念
と本法の関係について整理し、本法令中で改善又は検討すべきと思われる課題について、
具体的箇所を挙げ、できるだけ多く紹介するよう努めた。 
また、危害の防止は、労働分野だけでは実現できず、製品安全、運輸安全、建築物等の

安全、消費者保護等様々な分野が協力することが不可欠であり、そのためにリスク創出者
管理責任負担原則の概念の検討・使用が必要である。その上で、再び労働分野の特長を顧
みると、使用従属関係に基づく企業活動の内部における危害という、ややもすれば外部か
ら見えないか無視されてしまうようなものに、たとえ危害を受ける者が 1 人だけであった
としてもその保護のため法や制度が介入し、監督を行うことを目指すところにあるのでは
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法令とするための厳密で細やかな議論の活性化を目指し、「危害防止基準」等の用語を定
義するとともに、仕様規定と性能規定、非定常作業等本法と本質的な関わりをもつ諸概念
と本法の関係について整理し、本法令中で改善又は検討すべきと思われる課題について、
具体的箇所を挙げ、できるだけ多く紹介するよう努めた。 
また、危害の防止は、労働分野だけでは実現できず、製品安全、運輸安全、建築物等の

安全、消費者保護等様々な分野が協力することが不可欠であり、そのためにリスク創出者
管理責任負担原則の概念の検討・使用が必要である。その上で、再び労働分野の特長を顧
みると、使用従属関係に基づく企業活動の内部における危害という、ややもすれば外部か
ら見えないか無視されてしまうようなものに、たとえ危害を受ける者が 1 人だけであった
としてもその保護のため法や制度が介入し、監督を行うことを目指すところにあるのでは
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ないかと思われる。 
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A．研究目的 
本研究事業全体の目的は、以下の 3 点に

ある。 
① 時代状況の変化に応じた労働安全衛生

法改正の方向性を展望すること。 
② 労働安全衛生法を関係技術者以外（文

系学部出身の事務系社員等）に浸透さ
せ、社会一般への普及を図ること。 

③ 労働安全衛生法に関する学問体系、同
法研究のための人と情報の交流のプラ
ットフォームを形成すること。 

そのため、条文の起源（立法趣旨、基礎
となった災害例、前身）と運用（関係判例、
適用の実際）、主な関係令等（関係政省令、
規則、通達等）を、できる限り図式化して
示すと共に、現代的な課題や法解釈学的な
論点に関する検討結果を記した体系書を発
刊すること。 
本分担研究の目的は、枝番号や附則を除

き 123 条ある労働安全衛生法のうち第 26
条及び第 27 条の規定について、その課題を
果たすことにある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B．研究方法 
労働基準監督官の職務経験者（現職）の

ある研究協力者が、労働安全衛生法（以下
「本法」という。）及びこれに基づく命令、
これに関する解釈例規、関係法令に係る学
術書等を検討して研究班会議で報告し、本
法の制定・改正に関わった畠中信夫元白鴎
大学教授ら班員らからの指摘やアドバイス
を得て洗練させた。  
以下、単に第何条という時は本法の条番

号を指すこととする。  
法令等を引用する場合は□で囲むことと

し、その際、本法については題名を省略し、
本法以外の法令（本法に基づく命令等を含
む）を引用する場合には題名等を明示する。
国際労働基準は英語正文を引用した。  
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C．研究結果 
1 第 26条 
1.1 条文 

第四章 労働者の危険又は健康障害
を防止するための措置 

（事業者の講ずべき措置等） 
第二十六条 労働者は、事業者が第二十条
から第二十五条まで及び前条第一項の規
定に基づき講ずる措置に応じて、必要な
事項を守らなければならない。 
第 4 章には第 20 条から第 36 条までが含

まれる。 
この見出しは第 20 条から第 27 条までの

共通見出しである。 
「前条」とは第 25 条の 2を指す。 

1.2 内容及び趣旨 
本条（第 26 条のことをいう。以下同条の

逐条解説部分において同じ。）は、事業者
が本法第 20 条から第 25 条まで及び第 25
条の 2 第 1 項の規定により労働者の安全と
健康の確保等のため講ずる措置に応じて、
労働者もまた必要な事項を守らなければな
らないことを定めたものである。 
労働災害の防止等は、もとより事業者に

本来的な責任があるが、事の性質上、労働
者の協力をまたねばならない面もある。そ
の理念は、本法第 4 条において宣明されて
いるが、本条においてその具体的な内容が
定められている 1。 
1.3 労働者派遣の場合の読替え 
労働者派遣における本条の適用について

は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及
び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和
60 年 7 月 5 日法律第 88 号，略称＝労働者
派遣法）第 45条第 3 項の規定により、派遣
中の派遣労働者に関しては、派遣先事業者

を当該派遣中の労働者を使用する事業者と、
当該派遣中の労働者を派遣先事業者に使用
される労働者とみなされる。 
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派
遣労働者の保護等に関する法律（昭和六十
年法律第八十八号） 
（労働安全衛生法の適用に関する特例
等） 

第四十五条 〈略〉 
２ 〈略〉 
３ 労働者がその事業における派遣就業の
ために派遣されている派遣先の事業に関
しては、当該派遣先の事業を行う者を当
該派遣中の労働者を使用する事業者と、
当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業
を行う者に使用される労働者とみなし
て、労働安全衛生法〈略〉第二十条から
第二十七条まで〈略〉の規定並びに当該
規定に基づく命令の規定（これらの規定
に係る罰則を含む。）を適用する。〈略〉 

４～16 〈略〉 
17 この条の規定により労働安全衛生法及
び同法に基づく命令の規定を適用する場
合における技術的読替えその他必要な事
項は、命令で定める。 

1.4 罰則 
本条の規定に違反した者は、第 120 条の

規定により 50 万円以下の罰金に処せられ
る。 
本条違反の罪については、第 122 条の両

罰規定が適用される（1.7.2 節，1.7.4 節参
照）。 
1.5 条文解釈 
1.5.1 「労働者」及び「事業者」 
労働者と事業者の意義は第 2 条で定義さ

れているとおりである。 
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定に基づき講ずる措置に応じて、必要な
事項を守らなければならない。 
第 4 章には第 20 条から第 36 条までが含

まれる。 
この見出しは第 20 条から第 27 条までの

共通見出しである。 
「前条」とは第 25 条の 2を指す。 

1.2 内容及び趣旨 
本条（第 26 条のことをいう。以下同条の

逐条解説部分において同じ。）は、事業者
が本法第 20 条から第 25 条まで及び第 25
条の 2 第 1 項の規定により労働者の安全と
健康の確保等のため講ずる措置に応じて、
労働者もまた必要な事項を守らなければな
らないことを定めたものである。 
労働災害の防止等は、もとより事業者に

本来的な責任があるが、事の性質上、労働
者の協力をまたねばならない面もある。そ
の理念は、本法第 4 条において宣明されて
いるが、本条においてその具体的な内容が
定められている 1。 
1.3 労働者派遣の場合の読替え 
労働者派遣における本条の適用について

は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及
び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和
60 年 7 月 5 日法律第 88 号，略称＝労働者
派遣法）第 45条第 3 項の規定により、派遣
中の派遣労働者に関しては、派遣先事業者

を当該派遣中の労働者を使用する事業者と、
当該派遣中の労働者を派遣先事業者に使用
される労働者とみなされる。 
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派
遣労働者の保護等に関する法律（昭和六十
年法律第八十八号） 
（労働安全衛生法の適用に関する特例
等） 

第四十五条 〈略〉 
２ 〈略〉 
３ 労働者がその事業における派遣就業の
ために派遣されている派遣先の事業に関
しては、当該派遣先の事業を行う者を当
該派遣中の労働者を使用する事業者と、
当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業
を行う者に使用される労働者とみなし
て、労働安全衛生法〈略〉第二十条から
第二十七条まで〈略〉の規定並びに当該
規定に基づく命令の規定（これらの規定
に係る罰則を含む。）を適用する。〈略〉 

４～16 〈略〉 
17 この条の規定により労働安全衛生法及
び同法に基づく命令の規定を適用する場
合における技術的読替えその他必要な事
項は、命令で定める。 

1.4 罰則 
本条の規定に違反した者は、第 120 条の

規定により 50 万円以下の罰金に処せられ
る。 
本条違反の罪については、第 122 条の両

罰規定が適用される（1.7.2 節，1.7.4 節参
照）。 
1.5 条文解釈 
1.5.1 「労働者」及び「事業者」 
労働者と事業者の意義は第 2 条で定義さ

れているとおりである。 
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労働者を義務主体とする意義については、
1.6節及び 1.8節で検討する。 
1.5.2 「第二十条から…の規定」 
本条は、事業者が第 20 条から第 25 条ま

で及び第 25条の 2第 1項の規定に基づき講
ずる措置に応じて、労働者もまた必要な事
項を守らなければならないことを定めたも
のであるが、「第 20 条から第 25 条まで及
び前条第 1 項の規定」は限定列挙である。 
したがって、仮に、本法を改正して、事

業者を名宛人とする新たな条文を新設した
場合で、労働者に対しても法律事項として
これに応じた何らかの義務を課したいとき
は、同時にそのための法改正が必要である。 
例えば、第 25 条の 2 の新設に際しては、

同時に本条も改正され、労働者についても、
本条を根拠として、事業者が第 25 条の 2第
1 項の規定に基づいて講ずる措置に応じて
必要な事項を守らなければならないことと
された。 
1.5.3 「事業者が講ずる措置に応じて、
必要な事項を守らなければならない」 
本条は、労働者が、事業者が講ずる措置

に応じて必要な事項を守らなければならな
いことを規定したものである。 
したがって、第 27 条の規定により厚生労

働省令で本条に係る労働者の具体的な遵守
事項を定める場合において、ある危険源 2に
係る危害防止に関し、事業者に何らの義務
も課さないで労働者のみに義務を課すこと
はできないものと解される。 

ここで問題になるのは、厚生労働省令に
より事業者が講ずべき措置を定め、かつこ
れに応じた労働者が遵守すべき事項を定め
た場合に、事業者がその厚生労働省令に違
反して措置を怠った場合にも労働者に本条

の義務が生じるか否かということである。
これについては、本条が「事業者が講ずべ

、

き
、
措置に応じて」ではなく「事業者が講ず

る
、
措置に応じて」という表現を採っている

ことから、文理上、事業者が当該措置を実
際に講ずることを要件とすると解釈するこ
とができ、また、「事業者が講ずる措置に
応じて」の部分が、危害防止の一次的な義
務者を事業者とする趣旨からしても、事業
者が法定の措置を実際に講じなければ労働
者に本条の義務が生じないと解すべきであ
ろう 3。 
以下、本条に基づいて実際に制定された

厚生労働省令について検討することとする。
ただし、これらの厚生労働省令では、具体
的に本法第何条第何項の委任を受けている
のか規定中に明らかにされていない（2.5.3
節参照）。労働調査会出版局が法令改正に
より毎年改訂している『安衛法便覧』では、
その対応関係が示されているが、これは飽
くまでも参考程度に止めるべきものと言わ
れている 4。 
しかし、本稿におけるさしあたりの分析

のため、同書で委任元が本条であると記載
されている厚生労働省令の条項 221 個につ
いて分析する（目視で拾い上げたため漏れ
がある可能性にご留意頂きたい。）。 
1.5.3.1 危険源による分析 
本条に基づく省令の条項 221 個を危険源

の種類別に分類すると、表 1 のようになっ
た。 
表 1 労働安全衛生法第 26条に紐付く省令
の条項を危険源の種類毎に集計したもの 
本法中条項 危険源の種類 条項数 

第 20条 第 1号 機械等 115 
第 2号 危険物等 17 
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第 3号 エネルギー 10 
第 21 条第 1 項 作業方法 21 
第 21 条第 2 項 場所 6 
第 22 条 有害要因 49 
第 23 条 不潔さ 2 

通路 1 
第 24 条 作業行動 0 

合計 221 
ここでの危険源分類は、本法第 20 条から

第 24 条までの規定で採用されている危険
源分類に従った（本法における危険源分類
については、2.8.2 節等で検討する。）。 
なお、表 1で作業行動（第 24 条関係）に

係るものは 0 件となっているが、これはそ
もそも第 24 条の委任先となる省令の規定
が今のところ存在していないからである
（なぜ存在していないにかということにつ
いては、2.8.2.3 節で検討）。仮に本条に「事
業者が講ずる措置に応じて」という句がな
ければ、第 24 条の委任先となる省令の規定
がなくても本条に基づいて労働者の作業行
動に係る義務を省令で定めることができる
かもしれないが、本条はあくまで事業者が
講ずる措置に応じて規定するものであるか
ら、そのようなことはできない。 
1.5.3.2 名宛人による分析 
次に、当該 221 個の条項の名宛人が省令

で実際にどのように書かれているか確認し
たところ、表 2 のとおり 6 類型が確認され
た。 
表 2 労働安全衛生法第 26条に紐付く省令
の条項を名宛人の類型毎に集計したもの 

名宛人の類型 条項数 
1 労働者（除染等業務従事者及

び特定線量下業務従事者を含
む。） 

168 

2 運転者 43 
3 事業者から指名を受けた者 6 
4 指揮者 2 
5 火気を使用した者 1 
6 操作を行なう者 1 

合計 221 
これら名宛人のうち「除染等業務従事者」

は「除染等業務に従事する労働者」、「特
定線量下業務従事者」は「特定線量下業務
に従事する労働者」をいうが 5、それ以外に
ついては特に定義既定は置かれていない。 
この 6 類型のうち、類型 1（労働者）が

名宛人の場合は本条の委任を受けているこ
とが比較的明らかであるが、それ以外の類
型 2～6については、文理上、例えば、混在
作業を行っている一人親方や、労働者でな
い会社役員等もこれに含まれうる。しかし、
本法中に一人親方等を名宛人に含みうる適
当な規定は見当たらない（本法第 35 条（重
量表示）などは何人にも適用され一人親方
等を名宛人に含むが、省令の規定内容との
間に関連がない。）。 
また、類型 2～4 及び 6 は自然人と解され

るので、次のような疑問が生じる。確かに、
事業者が法人の場合は、事業者は法人その
ものであるから類型2～4及び6の名宛人に
はなりえない。しかし、事業者は個人事業
者の場合もあり、その場合に、類型 2～4 及
び 6 の名宛人に当該個人事業者が含まれる
と解すことは文理上不可能ではないであろ
う 6。 
なお、安衛則では、移動式機械を運転す

る者に義務を課すときは、殆どの場合、名
宛人を「運転者」としているが、唯一、採
石作業に係る運搬機械等及び小割機械につ
いては「～を運転する労働者」（第 416 条）
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に従事する労働者」をいうが 5、それ以外に
ついては特に定義既定は置かれていない。 
この 6 類型のうち、類型 1（労働者）が

名宛人の場合は本条の委任を受けているこ
とが比較的明らかであるが、それ以外の類
型 2～6については、文理上、例えば、混在
作業を行っている一人親方や、労働者でな
い会社役員等もこれに含まれうる。しかし、
本法中に一人親方等を名宛人に含みうる適
当な規定は見当たらない（本法第 35 条（重
量表示）などは何人にも適用され一人親方
等を名宛人に含むが、省令の規定内容との
間に関連がない。）。 
また、類型 2～4 及び 6 は自然人と解され

るので、次のような疑問が生じる。確かに、
事業者が法人の場合は、事業者は法人その
ものであるから類型2～4及び6の名宛人に
はなりえない。しかし、事業者は個人事業
者の場合もあり、その場合に、類型 2～4 及
び 6 の名宛人に当該個人事業者が含まれる
と解すことは文理上不可能ではないであろ
う 6。 
なお、安衛則では、移動式機械を運転す

る者に義務を課すときは、殆どの場合、名
宛人を「運転者」としているが、唯一、採
石作業に係る運搬機械等及び小割機械につ
いては「～を運転する労働者」（第 416 条）

分担研究報告書（森山誠也） 

607 

と規定しており、なぜ同条だけこのような
規定振りとなっているのか疑問である。「～
を運転する労働者」という表現の方が本条
を根拠規定とすることがより明確であるが、
他の条文との整合性の観点からも、特別な
理由がない限り何らかの統一が図られても
よいのではないだろうか。 
「運転者」を名宛人とする例が多いこと

については 1.8.2 節で検討する。 
1.5.3.3 遵守事項の内容による分析 
当該 221 個の条項は、表 3 のとおり、遵

守事項の内容に関して、6 類型に分類する
ことができた。 
表 3 労働安全衛生法第 26条に紐付く省令
の条項を内容の類型毎に集計したもの 

規定内容の類型 条項数 
1 事業者又は事業者が定めた者

（以下「事業者等」という。）
の命令（立入禁止、手袋使用
禁止、治具又は保護具の使用
を含む。）並びに事業者等が
設定した合図、誘導及び制限
速度の遵守 

74 

2 安全装置の無効化等の禁止 1 
3 安全設備（治具及び保護具を

除く）の使用 
21 

 事業者等から命じられた
ときという要件のある場
合 

7 

4 保護具の使用 70 
 事業者等から命じられた
ときという要件のある場
合 

35 

5 搭乗すべきでない箇所への搭
乗禁止 

10 

6 その他作業方法の遵守 85 

総数 
（重複があるため単純な足算とはなっていない） 

221 

このうち類型 1 及び類型 2、それから類
型 3 及び 4 で事業者等から命じられたとき
という要件のある場合については、事業者
の講ずる措置に応じて労働者が義務を負う
という趣旨が最も分かりやすく反映されて
いるといえる。 
類型 3（事業者等から命じられたときと

いう要件のある場合を除く）は、事業者の
責任で設置した安全設備について、労働者
が省略行動等によりこれを使用しないで作
業を行うのを禁ずるものであり、ここでも
事業者の講ずる措置に応じて労働者が義務
を負うという趣旨が明確である。 
類型 4（事業者等から命じられたときと

いう要件のある場合を除く）、類型 5（搭
乗禁止）及び類型 6（その他）も、事業者
から労働者へ命令することを要件とはして
いないものの、すべて、事業者が労働者に
対してする措置義務規定との組み合わせと
なっている。例えば、労働者の義務を規定
する項の前に「事業者は、…適当な保護具
を備えなければならない。」「事業者は、
…当該作業に従事する労働者に保護帽を着
用させなければならない。」等といった項
が前置され、ペアになっている。安衛則第
104 条もその一例である。 
労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令
第三十二号） 
（運転開始の合図） 

第百四条 事業者は、機械の運転を開始す
る場合において、労働者に危険を及ぼす
おそれのあるときは、一定の合図を定め、
合図をする者を指名して、関係労働者に
対し合図を行なわせなければならない。 
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２ 労働者は、前項の合図に従わなければ
ならない。 
なお、次の安衛則第 151 条の 73 は、労働

者が貨物自動車の荷台に乗る場合の危険を
防止するための規定であるが、なぜか労働
者にあおりを閉じさせる規定振りとなって
いる。 
労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令
第三十二号） 
（荷台への乗車制限等） 

第百五十一条の七十三 事業者は、荷台に
あおりのある貨物自動車を走行させる場
合において、当該荷台に労働者を乗車さ
せるときは、次の定めるところによらな
ければならない。 
一 荷の移動による労働者の危険を防止
するため、移動により労働者に危険を
及ぼすおそれのある荷について、歯止
め、滑止め等の措置を講ずること。 

二 荷台に乗車させる労働者に次の事項
を行わせること。 
イ あおりを確実に閉じること。 
ロ あおりその他貨物自動車の動揺に
より労働者が墜落するおそれのある
箇所に乗らないこと。 

ハ 労働者の身体の最高部が運転者席
の屋根の高さ（荷台上の荷の最高部
が運転者席の屋根の高さ超えるとき
は、当該荷の最高部）を超えて乗ら
ないこと。 

２ 前項第二号の労働者は、同号に掲げる
事項を行わなければならない。 
あおりとは、図 1 に示すように、貨物自

動車の荷台に設けられる囲いで、荷台に蝶
番等で取り付けられ、開け閉めが可能なも
のである（「あおり」については、 JIS 

D0105：1987（トラックの普通荷台に関す
る用語）7の 2 の(4)で定義されている）。
これを閉めずに走行すると荷台上の労働者
が振り落とされるおそれがあることから、
このような規定が設けられたものである。 
図 1 あおり 

 
この場合、誰にあおりを閉じさせても問

題ないはずであるから、わざわざ労働者に
閉じさせる（労働者以外に閉じさせると違
反となるようにも読める）点で不合理な規
定ではないだろうか。同様の規定は、不整
地運搬車についても存在する（安衛則第
151 条の 51）。 
結局、安衛則第 151 条の 73 第 1 項にお

いては、事業者の責任においてあおりを閉
じればいいのだから、労働者に閉じさせる
ということではなく単に「事業者はあおり
を閉じなければならない」（1.7 節で検討す
るとおり、両罰規定によりその名宛人は責
任有る従業者（労働者を含む）まで拡張さ
れることとなる。）との旨の規定振りとし、
労働者については別途「荷台に乗車してい
る労働者は走行中にあおりを開けてはなら
ない」というような規定を設ければ良いの
ではないだろうか。 
1.6 沿革 
1.6.1 労働基準法制定以前 
鉱山保安分野では、既に、鉱業条例（明
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２ 労働者は、前項の合図に従わなければ
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治 23 年 9 月 26 日法律第 87 号）に基づく
鉱業警察規則（明治 25 年 3 月 16 日農商務
省令第 7 号）に次のような鉱夫に対する義
務規定がみられる。 
鑛業警察規則（明治二十五年三月十六日農
商務省令第七號） 
第十三條 安全燈ヲ用ヰル坑內ニ於テハ鑛
夫ハ發火具ヲ携帶スルコトヲ得ス 
また、同法第 60 条においては、鉱業人が

予防措置に着手しない場合に所轄鉱山監督
署長が鉱夫等を直接指揮して予防を執行す
ることができるという規定が設けられてい
た。 
鑛業條例（明治二十三年九月二十六日法律
第八十七號） 
第五十九條 鑛業上ノ危險ノ虞アリ又ハ公
益ヲ害スト認ムルトキハ所轄鑛山監督署
長ハ鑛業人ニ其ノ豫防ヲ命シ又ハ鑛業ヲ
停止スヘシ 
所轄鑛山監督署長ニ於テ鑛業ヲ停止セン
トスルトキハ其ノ猶豫メ難キ場合ヲ除ク
ノ外ハ農商務大臣ノ認可ヲ經ヘシ 

第六十條 前條第一項ノ場合ニ於テ鑛業人
直ニ其ノ豫防ニ著手セサルトキハ所轄鑛
山監督署長ハ鑛業人ヲ使用スル役員及鑛
夫ヲ指揮シ其ノ豫防ヲ執行スヘシ 
此ノ場合ニ於テ鑛業人ハ其ノ使用スル

役員及鑛夫ヲ豫防ノ用ニ供シ且一切ノ費
用ヲ負擔スルノ義務アルモノトス 
船員分野では、既に船員法（明治 32 年 3

月 7日法律第 47 号）第 5章（規律）におい
て船長が船中秩序違反を犯した海員を懲戒
する権限のほか、海員が危険物を所持する
ときにこれを保管又は放棄し、海員が人身
又は船舶に危害を及ぼす行為をなそうとす
るときに当該海員の身体を拘束する権限等

が規定されていた。 
製造業における安全衛生基準は、工場法

施行前は各庁府県令等に委ねられていた。
例えば大阪府の製造塲取締規則（明治 29年
2 月 3日大阪府令第 21 号）8第 11条第 2 項
で、機關手（鉄道、船舶、航空機などの交
通手段の運転・操縦にあたる職種）、油差
火夫（蒸気機関の稼働のためボイラーの火
を焚く職種）又は電機手は「常ニ危害ノ豫
防ニ注意シ若シ異狀ヲ生シタルトキハ速ニ
雇主ニ申告スヘシ」（現行安衛則第 29 条第
1 項第 4 号に類似の規定あり。）と規定し
て同令第 17 条で違反者に 2 円以上 10 円以
下の罰金に処すこととするなど、労働者に
義務を課す規定も設けられていた。 
国法では、工場法中改正法律（大正 12 年

3 月 30 日法律第 33 号）により、行政官庁
が危害防止等のため必要な事項を工業主に
命じた場合において職工又は徒弟にも必要
な事項を命じることができるとされた。 
また、工場危害予防及衛生規則（昭和 4

年 6 月 20 日内務省令第 24 号）では第 14
条第 2 項で「職工ハ作業中前項ノ帽子又ハ
作業服ヲ著用スルコトヲ要ス」（現行安衛
則第 110 条第 2 項に相当）、第 19条で「職
工ハ濫リニ危害豫防裝置ヲ取外シ又ハ其ノ
效力ヲ失ハシムル行爲ヲ爲スコトヲ得ズ」
（現行安衛則第 29 条第 1項第 1 号に相当）
と定める等職工の義務が定められ、罰則も
設けられた。 
工場法の「職工」について議論するに際

し注意しなければならないのは、この職工
とは労働基準法の労働者と異なり、工場の
主要業務（製造業務等）又はその補助業務
に従事している者は、工業主と雇用関係に
なくてもこれに含まれる。したがって例え
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ば請負人の労働者や労働者供給者から供給
された労働者も「職工」に含まれると解さ
れていた 9。これは工場法が労働法というよ
りも寧ろ工場という「場」に対する法令で
あったからであろう。この考え方は現代の
鉱山保安法の鉱山労働者の概念についても
同様である（1.15.1 節参照）。 
土石採取場安全及衛生規則（昭和 9 年 5

月 3日内務省令第 11 号）では、事業主と労
働者の義務をより対比的に取り扱っている。
例えば、労働者を名宛人とし、粉じん及び
飛来石片に係る保護具の着用義務を定める
第 17 条第 3 項に罰則はないが、火薬等を取
り扱う者（労働者も含まれる）を名宛人と
して火薬等の取扱基準を定める第 12 条に
ついては罰則を設けている。これは、火薬
等が、その取扱者のみならず周囲にいる者
にも危害を及ぼすからだろう。さらに、そ
の罰則を労働者に適用する場合については、
次のように、その監督者も、相当な注意を
していなかった場合は罰するという両罰規
定を設けている。 
土石採取場安全及衞生規則（昭和九年五月
三日內務省令第十一號） 
第二十四條 第十條第三項及第十二條ノ規
定ニ違反シタル者ハ百圓以下ノ罰金又ハ
科料ニ處ス 
前項ノ規定ニ依リ勞働者ヲ罰スベキ場合
ニ於テハ其ノ監督者モ亦百圓以下ノ罰金
又ハ科料ニ処ス但シ監督上相當ノ注意ヲ
爲シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ 
このような両罰規定は、その後の労働基

準法や本法には認められない。 
1.6.2 労働基準法の制定 
戦後制定された労働基準法（昭和 22 年 4

月 7日法律第 49 号）では、次のような労働

者の義務規定が設けられた。 
労働基準法（昭和二十二年四月七日法律第
四十九号） 
第四十四條 労働者は、危害防止のために
必要な事項を遵守しなければならない。 
本条との大きな違いは、「事業者（労働

基準法に置き換えれば、使用者）が講ずる
措置に応じて」という要件がない点である。 
なお、労働基準法の制定によって義務主

体が工場法の「工業主」から「使用者」に、
保護客体が「職工」から「労働者」に変わ
ったことにより、労働者保護が使用従属関
係を前提としたものとなったことから 10、
請負関係における規制は一度後退したとい
える。 
同条については、寺本廣作が著書 11の中

で次のように解説している。 
安全衞生に關する勞働者の義務について

工場法第十三條第二項は行政官廳は使用者
に命じた事項について必要な事項を勞働者
にも命ずることが出來る旨の規定を設けて
ゐた。本法制定の過程に於ては安全衞生に
關し勞働者が守るべき事項は職場規律の問
題として就業規則に定めるのが適当であつ
て、これに關する罰則の如きも刑罰とせず
就業規則中に定める制裁によるべきである
とする意見もあつたが、安全衞生に關する
嚴格な規定も勞働者がこれを遵守しなけれ
ばその效果は期待し難いので、これを法律
に規定することゝし義務違反についても刑
罰を以て臨むことになつた。（法第百二十
條第一號）英國工場法（第一一九條）にも
安全衞生に關する勞働者の義務を定めた規
定がある。鑛業警察規則で安全に關する勞
働者の義務について（第三十一條、第五十
條及び第七十二條）詳細な規定を設けてゐ
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るのは事業の性質上危險性が多いためであ
る。 
法第四十四條の規定に基き勞働安全衞生

規則では一定の用具又は保護具を使用しな
ければならない義務（第八十七條第二項、
第百二十七條第二項、第百二十八條第二項、
第百二十九條第二項、第百三十三條第二項、
第百八十五條、第百八十七條第二項等）、
一定の設備がある場合それ以外のものを使
用してはならない義務（第六十三條第三項、
第百一條第二項、第百二條第二項、第二百
十一條、第二百二十條等）その他特定のこ
とをし、（第七十三條合圖を守る義務、第
百十二條墜落防止方法を行ふこと等）又は
特定のことをしてはならないこと、（第百
二十一條第二項高所からの物體落下、第百
三十條第二項機械作業中の手袋使用、第百
四十條第三項火氣の使用、又は火花を發す
る行爲、第百九十二條設備の取り外し又は
效力毀損等）等を規定した。 
その後、鉱山の保安が商工省の所管とな

ることとなり、昭和 24 年に鉱山保安法が制
定されたが 12、同法でも鉱山労働者の義務
が規定された（1.15.1節参照）。 
鉱山保安法（昭和二十四年五月十六日法律
第七十号） 
（鉱山労働者の義務） 
第五條 鉱山労働者は、鉱山においては、
保安のため必要な事項を守らなければな
らない。 

1.6.3 沖縄法令 
戦後、アメリカ合衆国の統治下にあった

沖縄では、昭和 28 年 9月 1 日に労働基準法
（1953 年立法第 44 号）が公布され、同年
10 月 1 日から施行されたが、同法でも、本
土の労働基準法と同様、労働者の危害防止

義務が規定されていた。 
労働基準法（一九五三年九月一日立法第四
十四号） 

第五章 安全及び衞生 
第四十五条 労働者は、危害防止ため必要
な事項を遵守しなければならない。 
沖縄は、本法公布目前の昭和 47 年 5 月

15 日に本土に復帰し、以後本土の法令が適
用されている。 
1.6.4 労働安全衛生法の制定以降 
本法の制定当初、本条の規定は次のとお

りであった。「前条」は第 25 条を指す。 
第二十六条 労働者は、事業者が第二十条
から前条までの規定に基づき講ずる措置
に応じて、必要な事項を守らなければな
らない。 
労働者の義務規定に「事業者が…講ずる

措置に応じて」という条件が加えられたの
はこの時である。 
本条はこれまで一度だけ改正されている。

すなわち、労働安全衛生法の一部を改正す
る法律（昭和 55 年法律第 78 号）により救
護の安全に関する措置を定める第 25条の 2
が追加されたのに伴い「前条まで」が「第
二十五条まで及び前条第一項」と改められ
ることとなり、「前条」は第 25 条の 2 を指
すこととなった。この改正既定は労働安全
衛生法の一部を改正する法律の一部の施行
期日を定める政令（昭和 55 年政令第 296
号）により昭和 56 年 6月 1 日から施行され
た。 
なお、鉱山保安法では、本法に遅れて、

鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を
改正する法律（平成 16 年 6 月 9 日法律第
94 号）により、鉱山労働者の義務規定に「鉱
業権者が講ずる措置に応じて」という要件
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が加えられた。この改正に於いて、鉱山労
働者の危険回避措置等についても既定され
たことは特筆に値する（1.15.1節参照）。 
1.7 義務主体としての労働者と事業者
との関係 
本条の大きな特徴は、名宛人を労働者と

していることである。これは、本法の主た
る名宛人が事業者であることと対照をなし
っている。 
しかし、本法はその罰則に行為者罰規定

を含む両罰規定を置き、名宛人の部分につ
いて構成要件の修正が加えられていること
から、その点では事業者と労働者は部分的
に重なる概念となる。以下、両罰規定を一
つのメインテーマとしながら、名宛人とし
ての労働者と事業者を対比的に検討する。 
1.7.1 行政取締法規上の義務主体として
の労働者と事業者との比較 
事業者とは、事業を行う者で労働者を使

用するものをいい 13、事業経営の利益の帰
属主体すなわち法人企業であれば当該法人
（法人の代表者ではない。）、個人企業で
あれば事業経営主を指し 14、使用従属関係
を基礎とする労働法体系の中にある本法に
おいて第一次的に安全衛生上の責任を負う
主体となっている。 
法人はもちろん労働者であることはあり

得ず、個人企業の事業経営主もまた労働者
ではあり得ないから、1 個の事業の内部で
事業者と労働者は互いに重なることのない、
相互排反的な概念である。 
しかし、これは本法において事業者を名

宛人とする各本条、即ち行政取締法として
の構造にすぎず、罰則を含めて考えた場合
には異なる様相を呈することとなる。 

1.7.2 両罰規定の概要 
本法第 122 条には、次のとおり、他の行

政取締法と同様、両罰規定が置かれている。 
第百二十二条 法人の代表者又は法人若し
くは人の代理人、使用人その他の従業者
が、その法人又は人の業務に関して、第
百十六条、第百十七条、第百十九条又は
第百二十条の違反行為をしたときは、行
為者を罰するほか、その法人又は人に対
しても、各本条の罰金刑を科する。 
同条の「法人又は人の業務に関して」と

いう部分の「法人又は人」は、まとめて「業
務主」と表現できる 15。 
両罰規定の対象となるのは、同条に規定

されているとおり、第 116 条、第 117 条、
第 119条及び第 120条に規定される罪に限
られる。 
表 4 労働安全衛生法の両罰規定の対象と
なる条及び各条に規定される罪の概要 

条 罪の概要 
第 116条 製造等禁止物質の製造等 
第 117条 特定機械等の無許可製造、個別

検定・型式検定の不受検、製造
許可物質の無許可製造など 

第 119条 作業主任者不選任、事業者を名
宛人とする第 20条から第 25条
の 2第 1項までの危害防止基準
違反、労働者の遵守義務違反、
注文者の措置違反など 

第 120条 安全管理者等不選任、特定元方
事業者の義務違反、機械等設置
不届、立入検査妨害など 

なお、両罰規定の対象とならないのは、
第 115 条の 3（登録製造時等検査機関など
における贈収賄等の罪）、第 118 条（登録
製造時等検査機関等の業務停止命令違反の
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が加えられた。この改正に於いて、鉱山労
働者の危険回避措置等についても既定され
たことは特筆に値する（1.15.1節参照）。 
1.7 義務主体としての労働者と事業者
との関係 
本条の大きな特徴は、名宛人を労働者と

していることである。これは、本法の主た
る名宛人が事業者であることと対照をなし
っている。 
しかし、本法はその罰則に行為者罰規定

を含む両罰規定を置き、名宛人の部分につ
いて構成要件の修正が加えられていること
から、その点では事業者と労働者は部分的
に重なる概念となる。以下、両罰規定を一
つのメインテーマとしながら、名宛人とし
ての労働者と事業者を対比的に検討する。 
1.7.1 行政取締法規上の義務主体として
の労働者と事業者との比較 
事業者とは、事業を行う者で労働者を使

用するものをいい 13、事業経営の利益の帰
属主体すなわち法人企業であれば当該法人
（法人の代表者ではない。）、個人企業で
あれば事業経営主を指し 14、使用従属関係
を基礎とする労働法体系の中にある本法に
おいて第一次的に安全衛生上の責任を負う
主体となっている。 
法人はもちろん労働者であることはあり

得ず、個人企業の事業経営主もまた労働者
ではあり得ないから、1 個の事業の内部で
事業者と労働者は互いに重なることのない、
相互排反的な概念である。 
しかし、これは本法において事業者を名

宛人とする各本条、即ち行政取締法として
の構造にすぎず、罰則を含めて考えた場合
には異なる様相を呈することとなる。 

1.7.2 両罰規定の概要 
本法第 122 条には、次のとおり、他の行

政取締法と同様、両罰規定が置かれている。 
第百二十二条 法人の代表者又は法人若し
くは人の代理人、使用人その他の従業者
が、その法人又は人の業務に関して、第
百十六条、第百十七条、第百十九条又は
第百二十条の違反行為をしたときは、行
為者を罰するほか、その法人又は人に対
しても、各本条の罰金刑を科する。 
同条の「法人又は人の業務に関して」と

いう部分の「法人又は人」は、まとめて「業
務主」と表現できる 15。 
両罰規定の対象となるのは、同条に規定

されているとおり、第 116 条、第 117 条、
第 119条及び第 120条に規定される罪に限
られる。 
表 4 労働安全衛生法の両罰規定の対象と
なる条及び各条に規定される罪の概要 

条 罪の概要 
第 116条 製造等禁止物質の製造等 
第 117条 特定機械等の無許可製造、個別

検定・型式検定の不受検、製造
許可物質の無許可製造など 

第 119条 作業主任者不選任、事業者を名
宛人とする第 20条から第 25条
の 2第 1項までの危害防止基準
違反、労働者の遵守義務違反、
注文者の措置違反など 

第 120条 安全管理者等不選任、特定元方
事業者の義務違反、機械等設置
不届、立入検査妨害など 

なお、両罰規定の対象とならないのは、
第 115 条の 3（登録製造時等検査機関など
における贈収賄等の罪）、第 118 条（登録
製造時等検査機関等の業務停止命令違反の
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罪）など、行為者を直接罰する既定である。 
第 122 条中の「使用人」は労働者（ただ

し、労基法第 116 条や本法第 2 条などと異
なり家事使用人等が除外されていないが。）
を意味するので、事業者を名宛人とする規
定（本条（第 26 条）と対応関係にある第
20条から第 25条及び第 25条の 2第 1項の
規定を含む）であっても、労働者がその違
反行為の行為者となった場合には、当該労
働者が処罰されることとなる。要するに、
行政取締法規の名宛人を事業者と設定して
も、両罰規定を適用すると、労働者が処罰
されうるのである（1.7.3 節で検討する）。 
両罰規定には、本来的義務者説（両罰規

定によらなくても本来的に従業者も当然義
務を負い処罰されるものであって「行為者
を罰する」の部分は確認的な規定にすぎな
いという説）と構成要件修正説（両罰規定
の「行為者を罰する」という規定により各
本条の構成要件が修正されることによって
初めて処罰対象となる範囲が従業者に拡張
されるという説）があるが 16、最高裁判所
は構成要件修正説を採用している 17。 
確かに、労働基準法から本法が分離する

際、主たる義務主体を労働基準法と同様の
「使用者」から「事業経営の利益の帰属主
体そのもの」たる事業者に改めた立法趣旨
14 からしても、構成要件修正説を採らなけ
れば従業者を処罰することはできないと解
すべきだろう。以下、本稿でも、構成要件
修正説の立場を取ることとする。 
例として、第 20 条（第 1号）違反罪につ

いて構成要件を修正すると、表 5 のように
なる。 

表 5 労働安全衛生法第 20条（第 1号関係）
違反の構成要件の修正例 
業務主
（修正
無し） 

事業者甲は、機械等による危険を
防止するため必要な措置を講じ
なかった。 

行為者 事業者甲の代理人、使用人（又は）
その他の従業者である乙は、事業
者甲の業務に関して、機械等によ
る危険を防止するため必要な措
置を講じなかった。 

この「従業者」には、代理人、労働者（使
用人）が含まれ、それ以外の典型例として
は代表取締役その他の役員のほか、雇用関
係になくとも一定の業務を任されている一
人親方等の関係者が含まれると解される。
このような場合の業務主と行為者との関係
を、図 2(a)～(c)に図示した。 
また、図 2(d)のように、子会社の労働者

が実質的に親会社の業務に従事している場
合等に、親会社に法人両罰を適用すること
もありうるのではないだろうか 18。 
図 2 労働安全衛生法違反に関する両罰規
定の適用類型の例（概念図） 

 

このほか、原則として建設工事の下請業
者は独立した業務主であるが、一定の事実
関係の下では、下請業者の労働者が元請業
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者の従業者と認めるべきとの見解がある 19。
その場合、下請業者の法人格を否認するこ
とを要せず、行為者が元請業者の従業者で
あることを立証することで足りるだろう。
また、元請業者の担当者が下請業者の者に
ついて教唆犯、共謀共同正犯等の関係にあ
る場合にはいずれの業者についても業務主
としての両罰規定の適用がありうるだろう。 
以上のように、両罰規定は本来的に複雑

な様相がみられる規定であるが、以下、事
業者と労働者との対比のため、業務主＝事
業者、行為者＝労働者という場合（図 2(b)）
について検討していく。 
1.7.3 事業者を義務主体とする規定違反
で労働者が処罰される場合 
事業者を名宛人とする措置義務違反行為

について具体的に誰が処罰の対象となるか
は、表 6 のとおり、事業者が法人の場合と
個人の場合に分けて整理することができる
（もちろん、両罰規定の適用において事業
者に過失が無い場合など、この表が妥当し
ない場合もある。）。 
表 6 労働安全衛生法違反の行為者の区分
別処罰対象 
事業者
の区分 

行為者 
処罰対象 

各本条のみ 両罰規定適用 
法人の
場合 

従業者 （罰則適用
不可能） 

従業者及び法
人 

個人の
場合 

個人事業
主 

個人事業主 （適用不要） 

従業者 （罰則適用
不可能） 

従業者及び個
人事業主 

表 6 が示すように、個人事業主が自ら実
行行為をした場合を除き、本法の罰則適用
には両罰規定による構成要件の修正が不可
欠である。事業者が法人の場合は、構成要
件修正説に法人の犯罪能力を当然には認め

ない立場 20を組み合わせると、いうまでも
なく実行行為は事業者（法人）そのもので
はなく従業者が行うから両罰規定を適用し
なければ誰も処罰できないこととなり 21、
事業者が個人事業主の場合にも、構成要件
修正説においては、行為者が従業者の場合
は事業者そのものを名宛人とする各本条の
みでは従業者を処罰できないからである。 
以上のように、本法では、事業者を名宛

人とする行政取締法規であっても、その違
反行為を行った者が労働者であれば当該労
働者を処罰の対象とする体系となっている。
言い換えれば、事業利益の帰属主体でない
労働者が、罰金などの刑を課されることが
あるということである。実際、法人の代表
者、個人事業経営主などが自ら安全衛生管
理を行っているような小規模の事業者を除
けば、労働者が行為者とされる場合が少な
くない。 
しかし、事業者を名宛人とする規定につ

いては、両罰規定を適用する場合でも、す
べての従業者を対象としているとは到底解
されず、行為者であるためには事業の代表
者から当該義務の履行を委任（再委任を含
む）され、また当該義務の履行に一定の権
限を必要とするものについてはその権限が
事業の代表者から授与されていることを要
すると解され 22、すべての労働者が行為者
となる可能性を有する訳ではない。 
下級管理者ないし労働者が本法違反の責

任を負う可能性については、本法成立過程
において国会でも議論された問題でもある
23。両罰規定の適用により誰が刑事的責任を
負うかは、第 27条の規定に基づく委任省令
の具体的規定振り等に大きく左右される問
題であり、別途 2.8.5.2節で検討する。また、
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者の従業者と認めるべきとの見解がある 19。
その場合、下請業者の法人格を否認するこ
とを要せず、行為者が元請業者の従業者で
あることを立証することで足りるだろう。
また、元請業者の担当者が下請業者の者に
ついて教唆犯、共謀共同正犯等の関係にあ
る場合にはいずれの業者についても業務主
としての両罰規定の適用がありうるだろう。 
以上のように、両罰規定は本来的に複雑

な様相がみられる規定であるが、以下、事
業者と労働者との対比のため、業務主＝事
業者、行為者＝労働者という場合（図 2(b)）
について検討していく。 
1.7.3 事業者を義務主体とする規定違反
で労働者が処罰される場合 
事業者を名宛人とする措置義務違反行為

について具体的に誰が処罰の対象となるか
は、表 6 のとおり、事業者が法人の場合と
個人の場合に分けて整理することができる
（もちろん、両罰規定の適用において事業
者に過失が無い場合など、この表が妥当し
ない場合もある。）。 
表 6 労働安全衛生法違反の行為者の区分
別処罰対象 
事業者
の区分 

行為者 
処罰対象 

各本条のみ 両罰規定適用 
法人の
場合 

従業者 （罰則適用
不可能） 

従業者及び法
人 

個人の
場合 

個人事業
主 

個人事業主 （適用不要） 

従業者 （罰則適用
不可能） 

従業者及び個
人事業主 

表 6 が示すように、個人事業主が自ら実
行行為をした場合を除き、本法の罰則適用
には両罰規定による構成要件の修正が不可
欠である。事業者が法人の場合は、構成要
件修正説に法人の犯罪能力を当然には認め

ない立場 20を組み合わせると、いうまでも
なく実行行為は事業者（法人）そのもので
はなく従業者が行うから両罰規定を適用し
なければ誰も処罰できないこととなり 21、
事業者が個人事業主の場合にも、構成要件
修正説においては、行為者が従業者の場合
は事業者そのものを名宛人とする各本条の
みでは従業者を処罰できないからである。 
以上のように、本法では、事業者を名宛

人とする行政取締法規であっても、その違
反行為を行った者が労働者であれば当該労
働者を処罰の対象とする体系となっている。
言い換えれば、事業利益の帰属主体でない
労働者が、罰金などの刑を課されることが
あるということである。実際、法人の代表
者、個人事業経営主などが自ら安全衛生管
理を行っているような小規模の事業者を除
けば、労働者が行為者とされる場合が少な
くない。 
しかし、事業者を名宛人とする規定につ

いては、両罰規定を適用する場合でも、す
べての従業者を対象としているとは到底解
されず、行為者であるためには事業の代表
者から当該義務の履行を委任（再委任を含
む）され、また当該義務の履行に一定の権
限を必要とするものについてはその権限が
事業の代表者から授与されていることを要
すると解され 22、すべての労働者が行為者
となる可能性を有する訳ではない。 
下級管理者ないし労働者が本法違反の責

任を負う可能性については、本法成立過程
において国会でも議論された問題でもある
23。両罰規定の適用により誰が刑事的責任を
負うかは、第 27条の規定に基づく委任省令
の具体的規定振り等に大きく左右される問
題であり、別途 2.8.5.2節で検討する。また、
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本法にかかわらず、実際に労働災害が発生
した場合には、刑法の業務上過失致死傷罪
などにより下級管理者が責任を負う可能性
が依然として存在していることから、この
種の議論は本法の枠内だけに収まるもので
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詳細に研究した寺西輝泰（元神戸地方検察
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働者とともに両罰規定で法人も処罰された

例がある（1.14.2節参照）。 
個別事件に係る憶測は厳に慎むべきだが

（本研究協力者は個別事件については既に
報道・公表されていること以外の情報を一
切有していない。）、以下、実際の事例と
は別に、本条に対する両罰規定の適用の可
能性について、安衛則第 151 条の 11 を題材
として思考実験を試みる。 
労働安全衛生規則（昭和 47 年労働省令第
32 号） 
（運転位置から離れる場合の措置） 

第百五十一条の十一 事業者は、車両系荷
役運搬機械等の運転者が運転位置から離
れるときは、当該運転者に次の措置を講
じさせなければならない。 
一 フオーク、シヨベル等の荷役装置を
最低降下位置に置くこと。 

二 原動機を止め、かつ、停止の状態を
保持するためのブレーキを確実にかけ
る等の車両系荷役運搬機械等の逸走を
防止する措置を講ずること。 

２  前項の運転者は、車両系荷役運搬機械
等の運転位置から離れるときは、同項各
号に掲げる措置を講じなければならな
い。 
例えば、ある労働者がひとりで客先等に

行って、誰も見ていないところでフォーク
リフトを運転する業務をしている時に、ブ
レーキを確実にかけないで運転位置から離
れたとしよう。これは少なくとも構成要件
上は同条第 1 項（第 2 号）違反となる（同
号は図 3 のようにフォークリフトが逸走し
たりしないようにするための規定である。）。 
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図 3 フォークリフトが坂道で逸走する図 

  

しかし、仮に事業者側が、当該労働者が
当該フォークリフトを運転する事実ないし
ブレーキを確実にかけないで運転位置から
離れたという事実を全く認識していない場
合はどうか。この場合、事業者を名宛人と
する同条第 1 項の違反行為（本法違反はす
べて故意犯であるからこれも故意犯である
27。）には故意（当該労働者がそもそもブレ
ーキを確実にかけないで運転位置から降り
たという事実の認識）が無いから犯罪は成
立しない（ただし、事業者側が当該労働者
のその行為を常日頃から容認している場合
等は除く）。 
次に、この場合に同条第 2 項違反は成立

しうるかということを検討する。1.5.3 節で
は、事業者が必要な措置を講じていなけれ
ば労働者に本条の義務は生じないと論じた。
しかしながら、例えば事業者が労働者を常
に監視することまでは求められておらず、
例えば、事業者が雇入教育時等に労働者に
フォークリフトのブレーキの徹底等につい
て指導をしていた場合などには、労働者に
同条第 2 項の義務が生じうるといって良い
であろう。 
では、この場合、業務主たる事業者に対

する両罰規定の適用はどうなるのだろうか。
業務主たる事業者は、雇入教育時等にブレ

ーキの徹底等を教育していただけでは労働
者の違反行為に関する監督義務を完全に免
れるとまでは言えないだろうから（もっと
も、一定規模以上のフォークリフトの運転
については技能講習制度もあるが）、例え
ば雇入教育後に何らの指導監督もしていな
い場合は、同条第 2 項に係る両罰規定で事
業者の犯罪が成立しうる 28,29。 
このように、本条の規定する労働者の義

務を生じさせるために事業者が先行的に行
うべき措置と、両罰規定における事業者（業
務主）の免責のために事業者が行うべき措
置は、必ずしもその範囲が同一ではなく、
前者として十分な措置をしていたからとい
って後者の措置をなしたことにはならない
場合もある。 
したがって、ある危害を防止する規定に

おいて事業者と労働者の義務は裏腹にある
とは言っても、ある特殊な事実に本法を適
用する場合には、本条違反に対する両罰規
定の適用の余地があるということができ、
実際、事実関係の詳細は明らかではないが、
実際に本条違反に対する両罰規定の適用
（1.14.2 節参照）がなされているところで
ある。 
なお、寺西元検事は、本法中の労働災害

を直接的に防止するための措置義務規定に
ついては本法に明文化された過失犯処罰が
なくても過失犯を処罰できるとの見解 30を
述べた上で、労働者を名宛人とする義務規
定違反と両罰規定との関係について「なお，
事業者が自らの義務を果たしていないとき
は，本来の各本条の規定違反で事業者は処
罰されることになるし，事業者が労働者の
違反行為を見落とすなどしていた場合は両
罰規定を適用しなくても，後に述べるよう
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違反行為を見落とすなどしていた場合は両
罰規定を適用しなくても，後に述べるよう

分担研究報告書（森山誠也） 

617 

に過失による各本条違反として事業者の責
任を追及することが可能である。」とも述
べている 31。本法における過失犯処罰の可
否は非常に大きなテーマであり本稿で扱う
ことは難しいことから、ここではこれ以上
立ち入らないこととする。 
1.7.5 罰則適用上の義務主体としての労
働者と事業者との相違 
本法では、名宛人が事業者であろうが労

働者であろうが、一旦両罰規定が適用され
ればその違反行為に関して両方が処罰され
うる仕組みになっていることから、事業者
を名宛人とする規定と労働者を名宛人とす
る規定とは実質的に同じではないかという
疑問が生ずる。 
しかし、労働者を名宛人とする規定は、

労働者であれば問答無用で適用されるのに
対し、事業者を名宛人とする規定は、労働
者の中でも、事業者から安全衛生管理に関
する義務と権限が特別に付与されている者
にしか適用されない（1.7.3 節参照）という
点で異なる。 
また、第 27条の規定により本条に係る省

令制定を行う際は、本条中の「事業者が…
講ずる措置に応じて、」という規定により、
労働者に課される義務が事業者の講ずる措
置に応じたものでなければならないと解さ
れるので、委任省令で規定される労働者の
義務の内容が、事業者の措置義務の内容に
応じたものでなければならず、実際、その
ような省令制定・改正が行われていると思
われる（1.5.3節，1.8.3 節参照）。 
また、本条の実際の適用場面においても、

本条中の「事業者が…講ずる措置に応じ
て、」という規定により、事業者が一定の
措置を実際に講じたのでなければ労働者に

本条の義務は生じないと考えられる（1.5.3
節参照）。 
1.7.6 労働者と事業者がともに違反とな
る場合 
両罰規定に関係なく、労働者がフォーク

リフトのブレーキを確実にかけないで離席
するという同条第 2 項違反の行為に加え、
事業者によるフォークリフトに係る作業計
画の作成懈怠（安衛則第 151 条の 3 第１項
違反）、作業範囲への立入禁止措置不実施
（安衛則第 151 条の 7 第１項違反）等の違
反行為が組み合わさって 1 つの災害（労働
者がフォークリフトに轢かれる等）に繋が
ることもある。 
1.7.7 罰則の比較 
本法第 20 条から第 25 条まで又は第 25

条の 2 第 1 項に違反した者（事業者の従業
者）は 6 箇月以下の懲役又は 50 万円以下の
罰金（ただし、業務主については、同罰金
刑のみ。）に処すこととされているのに対
して、本条に違反した者（労働者）は 50 万
円以下の罰金に処すこととされ、本条違反
の法定刑は罰金刑のみとなっている。 
1.8 労働者に義務を課す技術上の必要
性とその義務の限界 
1.8.1 労働者に義務を課す技術上の意義 
危害防止措置は、本来、危険・有害性を

伴う業務への従事を労働者に命じ、かつ事
業利益の帰属主体となる事業者、あるいは
産業の上流において危険源たる機械又は有
害物を生み出す製造業者等の責任で行うべ
きといえよう。 
それにもかかわらず、わざわざ本法の保

護対象そのものである労働者の個人責任を
問う本条の規定は、どのように正当化され
るのであろうか。また、事業者を義務主体
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とする場合であっても、組織的な安全衛生
管理に組み込まれている労働者には既に両
罰規定上の行為者としての義務が生じてい
るから十分ではないか、という疑問もある
だろう。 
ここでは、労働者（組織的な安全衛生管

理の体制を構成する労働者以外の労働者を
含む。）の協力を得ることなく危険又は健
康障害を防止する、あるいは各危険源に係
るリスクを許容可能なレベルまでに低減す
ることはできるかという技術的な命題から、
本条の意義を検討することとする。 

まず 1 個の機械を考えてみると、製造者
ないし事業者によって当該機械のもつすべ
ての危険箇所に本質的安全設計方策 32が講
じられれば、その時点でリスクは許容可能
なレベルに低減されており、かつ、本質的
安全設計方策による保護方策は容易に

、、、
は
、
無

効化することができないため、理論的に考
えれば、労働者に義務を課す必要は比較的
少ない。しかし、危険源に安全防護 32によ
る保護方策が採られた場合には、当該機械
を取り扱う末端の労働者が安全防護を無効
化（移動式クレーンのモーメントリミッタ
ーを無効化するなど）する可能性が存在す
るので、労働者にみだりに安全防護を無効
化することを禁ずる必要が生じる。これが
安衛則第 29 条である（同条については条約
との関係で 1.13.2 節でも触れる）。もちろ
ん、現実には、労働者が本質的安全設計方
策を無効化することはあり得る。例えば、
安全機構の改造、有害物の無許可使用（た
だし、有害物の無許可使用は新たな危険源
の導入としても整理できる。）などが考え
られる。労働者による本質的安全設計方策
の無効化又は新たな危険源の創出を規制す

る省令は少ないが、安衛則第 291 条第 2 項
はこれに該当しそうである。 
労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令
第三十二号） 
（火気使用場所の火災防止） 

第二百九十一条 〈略〉 
２ 労働者は、みだりに、喫煙、採だん、
乾燥等の行為をしてはならない。 

３ 〈略〉 
また、安全防護は、やむを得ず無効化せ

ざるを得ない場合がある。例えば機械の掃
除等の作業を行う時に、危険箇所を覆って
いるガード 33を取り外して作業を行う場合
がこれに該当する。これについては、事業
者は掃除等の作業を適切な作業方法により
行う必要があるが、その場合には労働者が
当該作業方法から逸脱することを禁止する
必要が生じる。この例として安衛則第 108
条第 4 項がある。 
労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令
第三十二号） 
（刃部の掃除等の場合の運転停止等） 

第百八条第一項・第二項 〈略〉 
３ 事業者は、運転中の機械の刃部におい
て切粉払いをし、又は切削剤を使用する
ときは、労働者にブラシその他の適当な
用具を使用させなければならない。 

４ 労働者は、前項の用具の使用を命じら
れたときは、これを使用しなければなら
ない。 
さらに、作業方法の徹底によってもまだ

安全とはいえない場合には、事業者は労働
者に保護帽等の個人用保護具を着用させる
こととなるが、事業者が労働者に保護具の
着用を監視・強制することには技術上自ず
と限界があるから、労働者にもこの着用義
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ん、現実には、労働者が本質的安全設計方
策を無効化することはあり得る。例えば、
安全機構の改造、有害物の無許可使用（た
だし、有害物の無許可使用は新たな危険源
の導入としても整理できる。）などが考え
られる。労働者による本質的安全設計方策
の無効化又は新たな危険源の創出を規制す

る省令は少ないが、安衛則第 291 条第 2 項
はこれに該当しそうである。 
労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令
第三十二号） 
（火気使用場所の火災防止） 

第二百九十一条 〈略〉 
２ 労働者は、みだりに、喫煙、採だん、
乾燥等の行為をしてはならない。 

３ 〈略〉 
また、安全防護は、やむを得ず無効化せ

ざるを得ない場合がある。例えば機械の掃
除等の作業を行う時に、危険箇所を覆って
いるガード 33を取り外して作業を行う場合
がこれに該当する。これについては、事業
者は掃除等の作業を適切な作業方法により
行う必要があるが、その場合には労働者が
当該作業方法から逸脱することを禁止する
必要が生じる。この例として安衛則第 108
条第 4 項がある。 
労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令
第三十二号） 
（刃部の掃除等の場合の運転停止等） 

第百八条第一項・第二項 〈略〉 
３ 事業者は、運転中の機械の刃部におい
て切粉払いをし、又は切削剤を使用する
ときは、労働者にブラシその他の適当な
用具を使用させなければならない。 

４ 労働者は、前項の用具の使用を命じら
れたときは、これを使用しなければなら
ない。 
さらに、作業方法の徹底によってもまだ

安全とはいえない場合には、事業者は労働
者に保護帽等の個人用保護具を着用させる
こととなるが、事業者が労働者に保護具の
着用を監視・強制することには技術上自ず
と限界があるから、労働者にもこの着用義
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務を課す必要が生じることがある。この例
として安衛則第151条の52第2項がある。 
以上の例から既に自明であろうが、事業

者だけで安全衛生を確保することは困難で
ある。なぜなら、労働者、ひいては人間の
立ち振る舞いを直接又は間接に規制するこ
とには限界があるからである。 
1.8.2 典型例としての車両系機械の運転
者規制 
本質安全化された機械については、労働

者の行動如何でリスクが増減することは少
ないが、安全防護以下の保護方策を要する
機械については労働者の行動がリスクを大
きく左右するため労働者に対する規制を要
する場合が多いと言うことができるだろう。 
この最も典型的な例が、車両系機械（フ

ォークリフト、貨物自動車、ドラグショベ
ル等）である。車両系機械は、その車体が
動き回る機械であるから、現代の技術では
常に人間を轢く危険性がつきまとい、本質
的に言って、運転操作については管理的対
策による保護方策が大きなウエイトを占め
ざるを得ないが、運転操作は（上司でなく）
当然運転者（その多くは労働者であろう）
が直接行うことから運転者の行動が安全性
に直結する。このような事情から、1.5.3.2
節で明らかなように本条の規定に基づき多
くの「運転者」規制が行われている（なお、
運転者規制は道路交通法においてより体系
的かつ明確に現れていると言えるだろう。）。 
また、車両系機械の場合は危害が他人に

及ぶことからも、罰則付きで義務を課すこ
とに合理性を与えていると言えるだろう。 
1.8.3 労働者に課すことができる義務の
限界 
ここで問題となるのは、本質的安全設計

方策又は安全防護といったレベルの措置の
実施について、労働者に義務を課せるかと
いうことであるが、事業者が事業を統括し、
事業者に事業の利益が帰属する以上、これ
らの措置は事業者が行うべきであり、たと
え事業者にその義務を課した上であっても、
労働者にその義務を課すべきではないだろ
う。そもそも、本質的安全設計方策及び安
全防護は組織的にしか行えず、経費がかか
るものでもあり、労働者の個人責任を問う
ことはできないだろう。組織的な作業方法
の決定、保護具の配備等にも、同様のこと
がいえる。 
しかし、この場合にも、労働者に対し、

本質的安全設計方策及び安全防護を無効化
しないことや、作業方法に従うことについ
て義務を課すことは妨げられないだろう。 
また、新たな危険源の持ち込み等の禁止

（安衛則第 291 条第 2 項）や、異常事態を
上司等に報告すること（安衛則第 29 条第 4
号）などについて、労働者に義務付けるこ
とも可能であると思われる。 
1.9 労働者の責任 

1.8節では、技術的見地から、労働者の義
務について述べた。しかし、労働者に義務
を課す必要性から直ちに労働者の責任を導
き出すことはできない。 
第一に、必要な教育を受けていない労働

者がした不安全行動に責任を課すのは過酷
である。労働者が危険源に対して合理的に
対処するためには、危険源に対する危険性
及び有害性について予め教育されている必
要がある。特に、産業現場に存在する危険
源には、普通の家庭生活では縁のない種
類・量のものも多く、労働者は、教育を受
けない限り、危険源に対する十分な知識を
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有しないのが通常である。 
第二に、ヒューマンエラー34に個人責任を

問うことには慎重になるべきである。人間
の判断力、身体能力、環境その他の諸条件
からして、ヒューマンエラーの回避可能性
があったのかということは、考慮されなけ
ればならないだろう。 
第三に、労働者の行動の責任を問うこと

そのものに慎重になるべきだろう。事故や
災害の原因は常に複合的であり、まず危険
源が存在し、それに対する各種の保護方策
があるのであり、労働者の行動による部分
（ヒューマンファクター34,35）はその中の一
部を構成するに過ぎない。また、保護方策
の中に占める労働者の行動（の制御）の役
割は、危険源を用い、又は生み出して事業
利益を得る事業者等（機械製造者等を含む）
の技術的ないし金銭的事情により様々であ
り、そのような事情の結果責任まで労働者
に負担させることには抑制的であるべきだ
ろう。 
労働災害における被災労働者の責任につ

いては、判例については安西愈『そこが知
りたい！労災裁判例にみる労働者の過失相
殺』（労働調査会，2015 年）に詳しく、そ
の他科学的見地からの議論 36も多いが、時
間の制約上本稿で検討することはできなか
った。 
1.10 災害補償の免責及び労働者災害補
償保険の支給制限 
労働基準法では、次のとおり、業務上災

害であっても、労働者に重大な過失がある
場合には、使用者による災害補償義務のう
ち、休業補償又は障害補償については免責
することを定めている。 
労働基準法（昭和二十二年四月七日法律第

四十九号） 
（休業補償及び障害補償の例外） 

第七十八条 労働者が重大な過失によつて
業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ
使用者がその過失について行政官庁の認
定を受けた場合においては、休業補償又
は障害補償を行わなくてもよい。 
ただし、この場合においても、療養補償、

遺族補償及び葬祭料は免責されない。 
「重大な過失」とは、故意にも比すべき

程度の重い過失をいい、労働者がわずかな
注意をもってすればその負傷又は疾病の発
生することを認識できたにもかかわらず、
著しく注意義務を怠ったために、その発生
を認識できない場合である 37。 
また、労働者災害補償保険法（昭和 22 年

4 月 7 日法律第 50 号）でも、次のとおり、
労働者の故意等による業務上災害及び通勤
災害について、政府は保険給付の全部又は
一部を行わないこととしている。 
労働者災害補償保険法（昭和二十二年四月
七日法律第五十号） 
第十二条の二の二 労働者が、故意に負傷、
疾病、障害若しくは死亡又はその直接の
原因となつた事故を生じさせたときは、
政府は、保険給付を行わない。 

② 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大
な過失により、又は正当な理由がなくて
療養に関する指示に従わないことによ
り、負傷、疾病、障害若しくは死亡若し
くはこれらの原因となつた事故を生じさ
せ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度
を増進させ、若しくはその回復を妨げた
ときは、政府は、保険給付の全部又は一
部を行わないことができる。 
第 1 項の「故意」とは、自分の行為が一
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有しないのが通常である。 
第二に、ヒューマンエラー34に個人責任を

問うことには慎重になるべきである。人間
の判断力、身体能力、環境その他の諸条件
からして、ヒューマンエラーの回避可能性
があったのかということは、考慮されなけ
ればならないだろう。 
第三に、労働者の行動の責任を問うこと

そのものに慎重になるべきだろう。事故や
災害の原因は常に複合的であり、まず危険
源が存在し、それに対する各種の保護方策
があるのであり、労働者の行動による部分
（ヒューマンファクター34,35）はその中の一
部を構成するに過ぎない。また、保護方策
の中に占める労働者の行動（の制御）の役
割は、危険源を用い、又は生み出して事業
利益を得る事業者等（機械製造者等を含む）
の技術的ないし金銭的事情により様々であ
り、そのような事情の結果責任まで労働者
に負担させることには抑制的であるべきだ
ろう。 
労働災害における被災労働者の責任につ

いては、判例については安西愈『そこが知
りたい！労災裁判例にみる労働者の過失相
殺』（労働調査会，2015 年）に詳しく、そ
の他科学的見地からの議論 36も多いが、時
間の制約上本稿で検討することはできなか
った。 
1.10 災害補償の免責及び労働者災害補
償保険の支給制限 
労働基準法では、次のとおり、業務上災

害であっても、労働者に重大な過失がある
場合には、使用者による災害補償義務のう
ち、休業補償又は障害補償については免責
することを定めている。 
労働基準法（昭和二十二年四月七日法律第

四十九号） 
（休業補償及び障害補償の例外） 

第七十八条 労働者が重大な過失によつて
業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ
使用者がその過失について行政官庁の認
定を受けた場合においては、休業補償又
は障害補償を行わなくてもよい。 
ただし、この場合においても、療養補償、

遺族補償及び葬祭料は免責されない。 
「重大な過失」とは、故意にも比すべき

程度の重い過失をいい、労働者がわずかな
注意をもってすればその負傷又は疾病の発
生することを認識できたにもかかわらず、
著しく注意義務を怠ったために、その発生
を認識できない場合である 37。 
また、労働者災害補償保険法（昭和 22 年

4 月 7 日法律第 50 号）でも、次のとおり、
労働者の故意等による業務上災害及び通勤
災害について、政府は保険給付の全部又は
一部を行わないこととしている。 
労働者災害補償保険法（昭和二十二年四月
七日法律第五十号） 
第十二条の二の二 労働者が、故意に負傷、
疾病、障害若しくは死亡又はその直接の
原因となつた事故を生じさせたときは、
政府は、保険給付を行わない。 

② 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大
な過失により、又は正当な理由がなくて
療養に関する指示に従わないことによ
り、負傷、疾病、障害若しくは死亡若し
くはこれらの原因となつた事故を生じさ
せ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度
を増進させ、若しくはその回復を妨げた
ときは、政府は、保険給付の全部又は一
部を行わないことができる。 
第 1 項の「故意」とは、自分の行為が一
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定の結果を生ずべきことを認識し、かつ、
この結果を生ずることを認容することをい
う（例えば、自傷する意図を持って敢えて
自らを危険にさらし、負傷した場合などが
これに含まれるだろう。）。ただし、被災
労働者が結果の発生を認容していても、災
害と業務との因果関係が認められる事故
（例えば、業務上の精神疾患による自死な
どがこれに含まれるだろう。）については、
第 1 項の規定の適用はない。この場合に保
険給付をしないのは、業務又は通勤と事故
との因果関係が故意によって中断されると
いう考え方に基づいている 38。 
第 2 項の「故意の犯罪行為」とは、事故

の発生を意図した故意はないが、その原因
となる犯罪行為が故意によるものである
（第 1 項の場合と異なり、自傷の意図はな
くても、例えば、労働者が自動車の運転に
おいて法定速度を遙かに超過し、それが原
因で交通災害に至った場合などがこれに含
まれるだろう。）。故意の犯罪行為又は重
大な過失に当たるものとしては、事故発生
の直接の原因となった行為が、法令上の危
害防止に関する規定で罰則の付されている
ものに違反すると認められる場合であると
して行政上取り扱われている 38。 
労働者災害補償保険法第 12 条の 2 の 2

の規定による支給制限については、労働者
災害補償保険事業年報 39第 16－1 表等にそ
の件数、金額等が掲載されている（表 7）。 
表 7 労働者災害補償保険法第 12条の 2の
2 前段の規定による支給制限の状況（通勤
災害分を除く） 
 支給制限 支給額 

(円) 
新規 

件数 金額(円) 
平成 30 年 31 2304858 5376725 3 

令和元年 29 2702839 6306678 4 
令和 2 年 15 1158039 2702467 2 
令和元年には平成 31年も含む。 
上記数値は、労働者災害補償保険事業年

報 39第 16－1 のデータに基づく労働者災害
補償保険法第 12 条の 2の 2前段（故意の犯
罪行為、重大過失によるもの）に係る支給
制限の状況（通勤災害分を除く）であるが、
同年報同表によれば、同条後段（療養に関
する指示に従わないもの）に係るものは平
成 30年から令和 2年までの 3年間でいずれ
も 0件 0 円であった。 
1.11 危害回避のための労働者の就労拒
否・退避権 
危害を回避するために、労働者が就労を

拒否したり、作業を中止して退避したりす
る権利については、本法には規定されてい
ないが、国会その他で繰り返し議論されて
きた。本節では、国会における議論等を中
心に若干の検討を行う。鉱山保安法の危害
回避規定については 1.15.1 節、ILO 第 155
号条約の危害回避権の規定については
1.13.4 節を参照されたい。 
この種の議論において「就労拒否」は、

危険有害性のある業務について就労を拒否
するという場合、「退避」は危険が急迫す
る際に作業を中止して退避するという場合
に、主に使用されていることがわかる。そ
の他「緊急避難」「自己防衛」等の用語も
使用されている 40。また、鉱山保安法第 27
条では「危害回避」という用語が使用され
ている。ILO 第 155 号条約に係る 2009 年
の総合調査報告書 41では、workersを主語と
した remove oneself、cease/stop work、
defend oneself、refuse work のほか the right 
of removal という用語が使用されている。 
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1.11.1 本法制定時の議論 
本法が成立した第 68 回国会では、複数の

日本社会党議員から政府側に対して繰り返
し、危害を回避するための労働者の就労拒
否権ないし退避権の明文化について質問等
がなされたが、政府側は、これは法律で規
定せずとも当然認められる権利であるとし、
最終的には修正案により事業者の義務とし
て第 25 条（急迫した危険があるときに事業
者が労働者を退避させる等の義務規定）が
追加されたが、労働者側の就労拒否・退避
権に係る修正案が提出されることはなく、
これが本法で明文化されるには至らなかっ
た 40。衆参両院の社会労働委員会で行われ
た附帯決議でも、就労拒否・退避権につい
て触れられることはなかった。この時の議
論から論点の一部を抽出すると、表 8 のと
おりである。 
表 8 第 68回国会における危害回避のため
の労働者の就労拒否・退避権等に関する論
点及び政府答弁 
論点（日本社会党
の質問から） 

政府答弁 

1 就労拒否権の
明文化（事業
者規制と行政
監督だけでは
労災は防げな
い。事業者の
みならず労働
者の権利とい
う側面からも
立法措置を取
るべきだ。） 

①安衛法は事業者規
制法であり、修正案で
第 25 条を追加した。
②危険急迫時の労働
者の退避権は条理上
当然の権利であるか
ら、明文化するまでも
ない。③退避を要する
ような条件は多種多
様で法律で包括的に
書くのは難しい。 

2 就労拒否に係
る賃金保障及

言及なし 

び就労を拒否
した労働者に
対する不利益
取扱の禁止 

3 企業内での労
働者の発言権 

①安全衛生委員会で
意見表明の機会があ
る。②労働基準監督機
関に対する申告権（第
97 条）がある。 

4 化学物質等の
有害性が未確
認である場合
の就労拒否権 

主観的に個々の労働
者が危惧を持つこと
を法律上の問題とす
ることはできない。 

5 労使の認識が
対立する場合
（特に、化学
物質等の有害
性が不明確又
は対策が確立
されていない
とき） 

安全衛生委員会にお
いて労使が対等な立
場で審議ができるよ
う行政指導を行う。 

また、本法の国会審議に先だち、日本労
働者安全センターの月刊誌『月刊いのち 労
働災害・職業病』1972 年 2 月号では「特集 
労働安全衛生法案と労働者―労働安全衛
生法案の問題点をさぐる―」42と題し、本
法案について複数人（反対派から法案作成
者まで）からの記事が掲載されている。こ
のうち東田敏夫「「労働安全衛生法案｣のね
らいと問題点」では、法案について労働者
の権利に関わる条項が全く欠如していると
批判し、危険有害作業を拒否しうる権利と
ともに、危険有害作業の内容や安全衛生事
業の内容などを知る権利、危険有害な業務
や状態の改善を請求する権利、医師を選択
する権利等が保障されるべきだと主張され
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1.11.1 本法制定時の議論 
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ない。③退避を要する
ような条件は多種多
様で法律で包括的に
書くのは難しい。 

2 就労拒否に係
る賃金保障及
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した労働者に
対する不利益
取扱の禁止 

3 企業内での労
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関に対する申告権（第
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4 化学物質等の
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者が危惧を持つこと
を法律上の問題とす
ることはできない。 

5 労使の認識が
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（特に、化学
物質等の有害
性が不明確又
は対策が確立
されていない
とき） 

安全衛生委員会にお
いて労使が対等な立
場で審議ができるよ
う行政指導を行う。 

また、本法の国会審議に先だち、日本労
働者安全センターの月刊誌『月刊いのち 労
働災害・職業病』1972 年 2 月号では「特集 
労働安全衛生法案と労働者―労働安全衛
生法案の問題点をさぐる―」42と題し、本
法案について複数人（反対派から法案作成
者まで）からの記事が掲載されている。こ
のうち東田敏夫「「労働安全衛生法案｣のね
らいと問題点」では、法案について労働者
の権利に関わる条項が全く欠如していると
批判し、危険有害作業を拒否しうる権利と
ともに、危険有害作業の内容や安全衛生事
業の内容などを知る権利、危険有害な業務
や状態の改善を請求する権利、医師を選択
する権利等が保障されるべきだと主張され

分担研究報告書（森山誠也） 

623 

た。また松岡三郎「労働安全衛生法案―単
独立法化への覚書」では、退避権は現行法
上の解釈によっても可能であると思われる
が、労働者は危険有害と知りつつ仕事を継
続して労働災害が生ずることが多いとして、
退避権及びそれに係る賃金保障の明文化や、
知る権利、医師選択権等の確保が主張され
ている。 
なお、本法の施行通達 43の第 25 条の説明

箇所において、次のとおり、客観的な急迫
危険がある場合の労働者の退避権について
触れられている。 
基発第六〇二号 
昭和四七年九月一八日 
都道府県労働基準局長 殿 

労働省労働基準局長 
労働安全衛生法および同法施行令の
施行について 

記 
Ⅰ 法律関係 
９ 労働者の危険又は健康障害を防止す
るための措置 
⑷ 第二五条関係 

本条は、事業者の義務として、災害
発生の緊急時において労働者を退避さ
せるべきことを規定したものである
が、客観的に労働災害の発生が差し迫
つているときには、事業者の措置を待
つまでもなく、労働者は、緊急避難の
ため、その自主的判断によつて当然そ
の作業現場から退避できることは、法
の規定をまつまでもないものであるこ
と。 

1.11.2 その後の国会その他における議論 
労働者の就労拒否・退避権については、

労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正

する法律（昭和 52 年法律第 76 号）が成立
した第 80 回国会でも、議論された。 
同国会では、昭和 52 年 5月 19 日、参議

院社会労働委員会で田中寿美子委員（日本
社会党）が「労働者の代表として中央労働
基準審議会に入っていらっしゃる小野沢さ
ん、…危険有害な職場での就労拒否権の明
文化というようなことまで要求していらっ
しゃいます」44として改めて就労拒否権の明
文化を要求したのに対し、桑原敬一労働省
労働基準局長が「就労拒否権の問題につき
ましては、この法案をおかけいたしました
労働基準審議会においてもいろいろ御議論
がございまして、一応見解が統一できなか
ったという面でございます。…現行の安全
衛生法の二十五条に、急迫した危険があっ
た場合には、直ちに作業を中止する義務が
使用者に課せられておりますし、…ぎりぎ
り問題になりますと、これは当然に緊急避
難の問題ということで処理もできる、こう
いうふうに考えております。最終的には、
基準審議会でコンセンサスを得られなかっ
た点でございます。」45と答弁した。 
労働者の就労拒否・退避権については、

その後、昭和 55 年の第 91 回国会 46、平成
5 年の第 126 回国会 47などでも言及された
が、深く議論されることはなかった。この
うち平成 5 年 2 月 23 日の第 126 回国会衆
議院労働委員会では ILO 第 155 号条約
（1.13.4節参照）との関係にも言及された。 
昭和 63 年の総評から労働大臣あての意

見書にも、本法で労働者の退避権及び不利
益取扱禁止を規定する旨の要望が含まれて
いる 48。 
また、頻度等は不明であるが、厚生労働

省の検討会でも労働者の退避権について言
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及されている 49。 
1.11.3 各論点に関する検討 
表 8の論点 1 について、政府側は、特に、

衆議院の修正案で追加された第 25 条及び
安全衛生委員会を取り上げて、労働者の就
労拒否・退避権の明文化は必要無いと主張
した。しかし、第 25 条は実際には第 27 条
の規定により省令で具体的に定められた事
項しか規制がなされず、現在でも、極めて
急迫した一部の危険有害性について安衛則
その他の省令で計 10 か条が設けられてい
るに過ぎない（ただし、もともと第 20 条～
第24条と第25条との区分は簡単ではない）。
労働者が管理者不在の下で作業を行うこと
や、管理者に十分な安全衛生の知識がない
場合を考えると、第 25 条で十分な労働者保
護が図れるとは考えにくい。 
安全委員会、衛生委員会及び安全衛生委

員会の設置義務も、全体から見れば一部 50

の事業場にしか適用されない規定であり、
また、これらの委員会は緊急事態には即応
できない。 
また、就労拒否・退避権は条理上当然で

明文化するまでもないという主張について
は、平成 16 年に鉱山保安法第 27 条（1.15.1
節参照）で明文化した例があるほか、法令
で明文化すれば第 101 条第 1 項の周知義務
の対象にもなる。また強行法規として明文
化すれば当然にこれに反する就業規則は無
効となり労働基準監督署長の就業規則変更
命令の対象にもなる 51。法律で包括的に書
くのは難しいという主張に対しては、鉱山
保安法第 27 条第 1項に例があるように、労
働者の包括的な権利として書けば良く、省
令等で細目を定める必要は無いだろう。急
迫した危険とは何か 52、あるいは急迫して

いないが危険有害性がある場合はどうする
かということは別途重要な研究課題である
が、例えば衛生管理については作業環境測
定の結果から第 3 管理区分に評価されたに
もかかわらず直ちに改善されない等作業環
境が劣悪な場合が考えられるだろう（それ
以前に事業者が作業中止、作業環境改善等
の措置を講じるべきであるが、事業者によ
り迅速・適切な措置が講じられない場合が
あるため。）。 
論点 2 の賃金保障については、例えば動

力プレスに対する安全装置、有害性粉じん
等に対する局所排気装置等がないような状
況で就業を続けざるを得ない労働者は存在
しているのであり、その大きな理由は、一
時的であっても収入が絶たれることへの恐
れであろう。このような状況の是正には数
か月、ときには数年を経過することもあり
（例えば外付け式フードによる局所排気装
置の設計・設置には時間が掛かる。）、就
労を拒否した労働者に対する経済的保障に
ついては、雇用保険上の取扱を含め検討さ
れるべきではないだろうか。また、就労拒
否に対する不利益取扱禁止に関する本法等
での明文規定がなければ、実際に不利益取
扱がなされてもその多くは民事紛争にすぎ
ず、就労拒否権が有名無実化する可能性が
ある。 
論点 3 について、安全衛生委員会につい

ては上述の問題があるほか、第 97 条の申告
権は法違反しか対象としておらず、事業者
がガイドラインや努力義務を遵守していな
い事実が急迫した危険を生んでいても第97
条の規定は適用されないことに注意が必要
である（もちろん監督機関に通報はできる
が、第 97 条第 2項の不利益取扱禁止規定や
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及されている 49。 
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の規定により省令で具体的に定められた事
項しか規制がなされず、現在でも、極めて
急迫した一部の危険有害性について安衛則
その他の省令で計 10 か条が設けられてい
るに過ぎない（ただし、もともと第 20 条～
第24条と第25条との区分は簡単ではない）。
労働者が管理者不在の下で作業を行うこと
や、管理者に十分な安全衛生の知識がない
場合を考えると、第 25 条で十分な労働者保
護が図れるとは考えにくい。 
安全委員会、衛生委員会及び安全衛生委

員会の設置義務も、全体から見れば一部 50

の事業場にしか適用されない規定であり、
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できない。 
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明文化するまでもないという主張について
は、平成 16 年に鉱山保安法第 27 条（1.15.1
節参照）で明文化した例があるほか、法令
で明文化すれば第 101 条第 1 項の周知義務
の対象にもなる。また強行法規として明文
化すれば当然にこれに反する就業規則は無
効となり労働基準監督署長の就業規則変更
命令の対象にもなる 51。法律で包括的に書
くのは難しいという主張に対しては、鉱山
保安法第 27 条第 1項に例があるように、労
働者の包括的な権利として書けば良く、省
令等で細目を定める必要は無いだろう。急
迫した危険とは何か 52、あるいは急迫して

いないが危険有害性がある場合はどうする
かということは別途重要な研究課題である
が、例えば衛生管理については作業環境測
定の結果から第 3 管理区分に評価されたに
もかかわらず直ちに改善されない等作業環
境が劣悪な場合が考えられるだろう（それ
以前に事業者が作業中止、作業環境改善等
の措置を講じるべきであるが、事業者によ
り迅速・適切な措置が講じられない場合が
あるため。）。 
論点 2 の賃金保障については、例えば動

力プレスに対する安全装置、有害性粉じん
等に対する局所排気装置等がないような状
況で就業を続けざるを得ない労働者は存在
しているのであり、その大きな理由は、一
時的であっても収入が絶たれることへの恐
れであろう。このような状況の是正には数
か月、ときには数年を経過することもあり
（例えば外付け式フードによる局所排気装
置の設計・設置には時間が掛かる。）、就
労を拒否した労働者に対する経済的保障に
ついては、雇用保険上の取扱を含め検討さ
れるべきではないだろうか。また、就労拒
否に対する不利益取扱禁止に関する本法等
での明文規定がなければ、実際に不利益取
扱がなされてもその多くは民事紛争にすぎ
ず、就労拒否権が有名無実化する可能性が
ある。 
論点 3 について、安全衛生委員会につい

ては上述の問題があるほか、第 97 条の申告
権は法違反しか対象としておらず、事業者
がガイドラインや努力義務を遵守していな
い事実が急迫した危険を生んでいても第97
条の規定は適用されないことに注意が必要
である（もちろん監督機関に通報はできる
が、第 97 条第 2項の不利益取扱禁止規定や
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公益通報者保護法を適用できない。）。 
論点 4 及び 5 は科学的な問題でもあり本

研究協力者の能力では立ち入った議論はで
きない。ただし、危険があることと、予防
措置が実施されていないこととは似て非な
るものであることには注意が必要であり、
「危険があること」だけを就労拒否権の要
件とした場合は、それをどうやって知り、
証明するかという問題が生じうるし、「所
定の予防措置がなされていないこと」だけ
を要件とした場合は、所定の予防措置をと
っていないことのみから就労拒否ができる
が、所定の予防措置だけでは不十分な場合
に対応できない。 
なお、雇入時等の安全衛生教育について

定める安衛則第 35 条第 1項では、教育を行
わなければならない事項として「事故時等
における応急措置及び退避に関すること。」
が含まれている。 
近年では、新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）への感染を懸念する労働者
の就労拒否権が議論されている。たとえば、
早川智津子 53は、テレワーク、賃金・休業
手当等を含め判例等を分析しつつ幅広く議
論している。 
なお、労働基準法第 15条第 2項では、労

働契約の締結に際して明示された従事すべ
き業務等の労働条件が事実と相違する場合
は、労働者は即時に労働契約を解除するこ
とができるとしているが、失業のリスクが
あるため、この規定を以て労働者が危害を
回避することができるのは一部の場合に限
られるだろう。 
1.12 関連規定 
1.12.1 労働者の義務規定（本条以外） 
本法では、まず第 1 章（総則）第 4 条で

労働者の責務が訓示的に規定されている。 
第四条 労働者は、労働災害を防止するた
め必要な事項を守るほか、事業者その他
の関係者が実施する労働災害の防止に関
する措置に協力するように努めなければ
ならない。 
この「関係者」には、国、地方公共団体、

労働災害防止団体、労働組合等その労働者
に係る労働災害を防止するために活動して
いる者すべてが含まれる 54。 
本法では、このほか、表 9 のとおり、請

負制に係る特別規制、労働者の健康管理等
並びに特別安全衛生改善計画及び安全衛生
改善計画について労働者の義務を定めてい
る。 
表 9 労働安全衛生法中の労働者の義務規
定（第 4条及び第 26 条を除く。） 
条項 規定内容の概要 

第 29条
第３項 

元方事業者は、関係請負人の労働
者が、当該仕事に関し、労働安全
衛生法又はこれに基づく命令の
規定に違反していると認めると
きは、是正のため必要な指示を行
なわなければならないが、この指
示を受けたその労働者は、当該指
示に従わなければならないこと。 

第 32条
第 6項 

第 30 条から第 31 条の 2 までの
規定に基づき特定元方事業者等
又は注文者により講ぜられる措
置及び当該措置に応じて請負人
により講ぜられる措置に応じて、
労働者は、必要な事項を守らなけ
ればならないこと。 
（違反者は、50万円以下の罰金） 

第 32条
第 7項 

労働者は、特定元方事業者等若し
くは注文者又は請負人が、第 30
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条から第 31条の2まで又は第 32
条第 1 項から第 3 項までの規定
に基づく措置の実施を確保する
ためにする指示に従わなければ
ならないこと。 

第 66条
第 5項 

労働者は、健康診断を受けなけれ
ばならないこと。ただし、事業者
の指定した医師又は歯科医師が
行なう健康診断を受けることを
希望しない場合において、他の医
師又は歯科医師の行なうこれら
の規定による健康診断に相当す
る健康診断を受け、その結果を証
明する書面を事業者に提出した
ときは、この限りでないこと。 

第 66条
の7第2
項 

労働者は、通知された健康診断の
結果及び一般健康診断の結果に
基づく保健指導を利用して、その
健康の保持に努めるものとする
こと。 

第 66条
の8第2
項 

労働者は、長時間労働に係る面接
指導を受けなければならないこ
と。ただし、事業者の指定した医
師が行う面接指導を受けること
を希望しない場合において、他の
医師の行う面接指導を受け、その
結果を証明する書面を事業者に
提出したときは、この限りでない
こと。 

第 69条
第 2項 

労働者は、事業者が講ずる健康教
育及び健康相談その他労働者の
健康の保持増進を図るため必要
な措置を利用して、その健康の保
持増進に努めるものとすること。 

第 78条
第 3項 

労働者は、特別安全衛生改善計画
を守らなければならないこと。 

第 79条
第 2項 

労働者は、安全衛生改善計画を守
らなければならないこと。 

1.5.2 節でも述べたとおり、第 26 条は、
第 20 条から第 25 条の 2までの規定のみに
係るものであるので、仮に、本法を改正し
て特別の事項について別途事業者の講ずべ
き措置を規定した場合には、当該特別の事
項についてもまた別途労働者の義務を規定
しなければ、法律事項としては労働者に義
務を課すことはできないだろう。 
1.12.2 労働者に対する使用停止命令等 
表 10 のとおり、具体的危険に際し、労働

基準監督機関が事業者等に労働災害の防止
のため必要な命じた場合に、労働者にも作
業停止、建築物等の使用停止等命令又は緊
急措置命令を発出することができる。 
表10 労働安全衛生法中労働者に対する使
用停止命令等を定める規定 
条項 規定内容の概要 

第 98条
第 2項 

労働基準監督機関は、事業者、注
文者、機械等貸与者又は建築物貸
与者に対して使用停止等命令を
発出した場合に、必要な事項を労
働者に命ずることができること。 

第 99条
第 2項 

労働基準監督機関は、事業者に対
し緊急措置命令を発出した場合
に、必要な事項を労働者に命ずる
ことができること。 

これらの命令に違反した者は、50 万円以
下の罰金に処せられる。 
1.12.3 何人にも適用される規定 
第 35 条（重量表示）及び第 5章（機械等

並びに危険物及び有害物に関する規制）も
危害防止のための規定群ではあるが、労働
者の義務について明記した規定は設けられ
ていない。ただし、これらの規定は、定期
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自主検査及び化学物質のリスクアセスメン
ト等に関するものを除き、何人

なんぴと
にも適用さ

れることから、労働者にも直接適用される。 
このほか、第 61 条では、次のとおり、就

業制限業務に係る無資格就業を禁止してい
るが、ここでは第 1 項の事業者責任に加え、

第2項ではこの責任を何人
なんぴと

にも適用させる
意味で名宛人を「前項の規定により当該業
務につくことができる者以外の者」まで拡
張し、労働者はもちろん個人事業主等を含
むような規定としている 55。 
（就業制限） 

第六十一条  事業者は、クレーンの運転そ
の他の業務で、政令で定めるものについ
ては、都道府県労働局長の当該業務に係
る免許を受けた者又は都道府県労働局長
の登録を受けた者が行う当該業務に係る
技能講習を修了した者その他厚生労働省
令で定める資格を有する者でなければ、
当該業務に就かせてはならない。 

２ 前項の規定により当該業務につくこと
ができる者以外の者は、当該業務を行な
つてはならない。 

３ 〈略〉 
1.12.4 その他の法令 
労働安全（産業安全）に関連し、名宛人

を事業者、労働者に限定しないものとして、
刑法第 211 条（業務上過失致死傷等）のほ
か、刑法第 117 条（激発物破裂）（過失罪
あり）、軽犯罪法第 1条第 10 号（相当の注
意をしないで、銃砲又は火薬類、ボイラー
その他の爆発する物を使用し、又はもてあ
そんだ者）などがある。 
刑法第 211 条（業務上過失致死傷等）が

両罰規定を有しないことには注意が必要で
ある。 

1.13 国際労働基準との関係 
1.13.1 産業災害の予防に関する勧告（第
31号） 

1929年 6 月 21 日、第 12回国際労働総会
において産業災害の予防に関する勧告（第
31 号，第 12 回総会で 1929 年 6 月 21 日採
択，第 109 回総会で 2021 年撤回）が採択
された。この勧告では、次のとおり、労働
者に対しても災害予防に関する事項を義務
付けることを勧告していた。 
Prevention of Industrial Accidents Rec-
ommendation, 1929 (No. 31) 

III 
11. In view of the fact that the workers, 
by their conduct in the factory, can and 
should contribute to a large extent to 
the success of protective measures, the 
State should use its influence to secure 
(a) that employers should do all in their 
power to improve the education of their 
workers in regard to the prevention of 
accidents, and (b) that the workers' or-
ganisations should by using their influ-
ence with their members co-operate in 
this work. 

16. It should be provided by law that it is 
the duty of the employer to equip and 
manage his undertaking in such a way 
that the workers are adequately pro-
tected, regard being had to the nature of 
the undertaking and the state of tech-
nical progress, as well as to see that the 
workers in his employment are in-
structed as to the dangers, if any, of 
their occupation and in the measures to 
be covered by them in order to avoid 
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accidents. 
19. In view of the importance of the 
conduct of the worker in connection 
with accident prevention, the law should 
provide that it is the duty of the worker 
to comply with the statutory require-
ments on accident prevention and par-
ticularly to refrain from removing safety 
devices without permission and to use 
them properly. 

1.13.2 機械の防護に関する条約（第 119
号，批准済） 
機械の防護に関する条約（第 119号，1973

年 7 月 31 日批准書寄託，1973 年 8 月 10
日公布及び告示，1974 年 7 月 31 日日本に
ついて効力発生）56では、次のとおり、労働
者等による防護措置の無効化の禁止等につ
いて規定している。 
Guarding of Machinery Convention, 1963 
(No. 119) 

PART III. USE 
Article 11 

1. No worker shall use any machinery 
without the guards provided being in po-
sition, nor shall any worker be required 
to use any machinery without the guards 
provided being in position. 

2. No worker using machinery shall make 
inoperative the guards provided, nor 
shall such guards be made inoperative on 
any machinery to be used by any worker. 
この規定（労働者の義務に係る部分に限

る。）については、本条に基づく安衛則第
29 条が国内担保法となっている。 

1.13.3 石綿の使用における安全に関する
条約（第 162号，批准済） 
石綿の使用における安全に関する条約

（第 162 号，第 72 回 ILO 総会で 1986 年 6
月 24日採択，2005年 8月 11日日本で公布，
2006年 8月 11日日本で効力発生 57）では、
石綿に関する労働者による安全衛生手続の
遵守義務が規定されている。 
Asbestos Convention, 1986 (No. 162) 

PART II. GENERAL PRINCIPLES 
Article 7 

Workers shall be required, within the 
limits of their responsibility, to comply with 
prescribed safety and hygiene procedures 
relating to the prevention and control of, 
and protection against, health hazards due 
to occupational exposure to asbestos. 
この国内担保法は、石綿障害予防規則中

の本条に基づく規定群がこれに含まれると
考えられる。 
1.13.4 職業上の安全及び健康並びに作業
環境に関する条約（第 155号，未批准） 
日本は批准していないが、職業上の安全

及び健康並びに作業環境に関する条約（第
155 号，第 67 回 ILO 総会で 1981 年 6 月
22 日採択，1983 年 8 月 11 日発効）第 13
条において、労働者の退避権の保護等につ
いて規定されている。 
Occupational Safety and Health Conven-
tion, 1981 (No. 155) 

PART III. ACTION AT THE NA-
TIONAL LEVEL 

Article 13 
A worker who has removed himself from a 
work situation which he has reasonable jus-
tification to believe presents an imminent 
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and serious danger to his life or health shall 
be protected from undue consequences in 
accordance with national conditions and 
practice. 

PART IV. ACTION AT THE LEVEL 
OF THE UNDERTAKING 

Article 19 
There shall be arrangements at the level of 
the undertaking under which― 
(f) a worker reports forthwith to his imme-

diate supervisor any situation which he 
has reasonable justification to believe 
presents an imminent and serious danger 
to his life or health; until the employer 
has taken remedial action, if necessary, 
the employer cannot require workers to 
return to a work situation where there is 
continuing imminent and serious danger 
to life or health. 
これらの条項の解釈や各国の状況等につ

いての文献としては、同条約と関係する勧
告等に関する ILO の 2009 年の総合調査報
告書 41がある。同報告書によると、急迫し
た深刻な危険からの退避について労働者に
決定権を与えるか使用者の決定に依存させ
るべきかという問題は同条約の検討時に最
も熱い議論を呼んだことの一つだったとの
ことである 58。 
1.14 運用（適用の実際） 
本条の委任省令には、機械の安全防護の

無効化の禁止、フォークリフトから降りる
ときにブレーキを確実にかけること、クレ
ーンで荷をつったままでの運転位置からの
離脱禁止など、機械一般、フォークリフト、
クレーン等がありさえすれば必ずといって
いいほど適用されるような、適用場面に富

む規定が多いが、本条については判例、報
道、統計資料等に乏しい。以下、若干の文
献から本条の適用例をみることとしたい。 
労働基準監督機関が行う定期監督等にお

ける法違反状況については、労働基準監督
年報に統計表が掲載されているが、本条違
反については集計が省略されているため、
その実態は不明である。申告監督及び再監
督については、条文毎の違反件数が集計さ
れていないため件数は不明である。 
また、人事委員会等が労働基準監督を行

う非現業等の地方公務員に関する状況など、
労働基準監督官が監督を行わない領域にお
ける状況については時間の制約上、調査が
及ばなかった。 
1.14.1 送検事件状況（統計） 
平成23年から令和2年までの本条違反事

件の労働基準監督官による送検事件件数は
表 11 のとおりである。 
表11 労働基準監督官による労働安全衛生
法違反及びうち第 26 条違反の送検事件件
数（主条文） 
 労働安全衛生法違反全体 

 うち第 26 条違反 
平成 23 年 542 0 
平成 24 年 614 1 
平成 25 年 560 1 
平成 26 年 628 0 
平成 27 年 550 0 
平成 28 年 497 1 
平成 29 年 474 0 
平成 30 年 529 1 
平成 31 年 
令 和 元 年 469 1 
令和 2 年 505 1 
註 労働基準監督年報 59（平成 23年から令
和 2 年まで）の統計表「送検事件状況」
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による。同表では 1 事件で複数の被疑条
文がある場合には、その主たる被疑条文
により件数を計上している。したがって、
本条が被疑条文に含まれている場合であ
ってもそれが主たる被疑条文でない場合
は計上されていないことに注意された
い。また、これは労働基準監督官が送検
した事件のみを集計したものである。 
通常司法警察員が送検したものや検察官

認知・直受等の事件については、検察統計
において本法違反事件全体の集計はなされ
ているが、条文毎の情報は不見当であり、
不明である。 
1.14.2 刑事裁判例 
最近では、令和 2 年、建設資材レンタル

業を営む会社 Xの労働者 X’が、フォークリ
フトの運転位置を離れる際、フォークを最
低降下位置に置かず、エンジンを切らなか
った疑いで、両罰規定により所属会社 X と
ともに送検され、それぞれ罰金刑が確定し
た事例がある 60。この違反に関連し、同社
社内で積荷の建設資材を運搬しに来た他社
Y の労働者 Y’が、労働者 X’の運転していた
フォークリフトのフォークとトラックの荷
台の間に挟まれて死亡した 61（なお、当然
ながら、本研究協力者はこの事件について、
報道・公表されていること以外の情報を有
していない。）。 
1.15 鉱山における保安及び船員 
1.15.1 鉱山における保安 
鉱山保安法（昭和 24 年 5月 16 日法律第

70号）による鉱山における保安については、
本法（第 2 章を除く）は適用されず、その
代わりに鉱山保安法が適用される。 
同法第 9 条では、鉱山労働者の義務を定

めており、罰則及び両罰規定の対象となる。 

鉱山保安法（昭和二十四年五月十六日法律
第七十号） 
（用語の意義） 

第二条 〈略〉 
２ 〈略〉 
３ この法律において「鉱山労働者」とは、
鉱山において鉱業に従事する者をいう。 

４ 〈略〉 
（鉱山労働者の義務） 

第九条 鉱山労働者は、鉱山においては、
経済産業省令の定めるところにより、鉱
業権者が講ずる措置に応じて、鉱山にお
ける人に対する危害の防止及び施設の保
全のため必要な事項を守らなければなら
ない。 

第六十一条 次の各号のいずれかに該当す
る者は、一年以下の懲役又は百万円以下
の罰金に処する。 
二 第九条〈略〉の規定に違反した者 

第六十三条 法人の代表者又は法人若しく
は人の代理人、使用人その他の従業者が、
その法人又は人の業務に関し、前三条の
違反行為をしたときは、行為者を罰する
ほか、その法人又は人に対して各本条の
罰金刑を科する。 
ただし、経済産業省による鉱山保安法の

逐条解説 62によれば、「鉱山労働者」とは、
鉱山において鉱業に従事する者をいい、基
本的に鉱業権者及び鉱業代理人はこれに含
まれないが、いわゆる請負鉱山労働者はこ
れに含まれる。したがって本法の労働者と
は定義を異にするので注意を要する。 
また、「「鉱業権者が講ずる措置に応じ

て」としているのは、保安のための措置を
鉱業権者が講じた上で、これを鉱山労働者
に遵守させるのが本来的なものであって、
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による。同表では 1 事件で複数の被疑条
文がある場合には、その主たる被疑条文
により件数を計上している。したがって、
本条が被疑条文に含まれている場合であ
ってもそれが主たる被疑条文でない場合
は計上されていないことに注意された
い。また、これは労働基準監督官が送検
した事件のみを集計したものである。 
通常司法警察員が送検したものや検察官

認知・直受等の事件については、検察統計
において本法違反事件全体の集計はなされ
ているが、条文毎の情報は不見当であり、
不明である。 
1.14.2 刑事裁判例 
最近では、令和 2 年、建設資材レンタル

業を営む会社 Xの労働者 X’が、フォークリ
フトの運転位置を離れる際、フォークを最
低降下位置に置かず、エンジンを切らなか
った疑いで、両罰規定により所属会社 X と
ともに送検され、それぞれ罰金刑が確定し
た事例がある 60。この違反に関連し、同社
社内で積荷の建設資材を運搬しに来た他社
Y の労働者 Y’が、労働者 X’の運転していた
フォークリフトのフォークとトラックの荷
台の間に挟まれて死亡した 61（なお、当然
ながら、本研究協力者はこの事件について、
報道・公表されていること以外の情報を有
していない。）。 
1.15 鉱山における保安及び船員 
1.15.1 鉱山における保安 
鉱山保安法（昭和 24 年 5月 16 日法律第

70号）による鉱山における保安については、
本法（第 2 章を除く）は適用されず、その
代わりに鉱山保安法が適用される。 
同法第 9 条では、鉱山労働者の義務を定

めており、罰則及び両罰規定の対象となる。 

鉱山保安法（昭和二十四年五月十六日法律
第七十号） 
（用語の意義） 

第二条 〈略〉 
２ 〈略〉 
３ この法律において「鉱山労働者」とは、
鉱山において鉱業に従事する者をいう。 

４ 〈略〉 
（鉱山労働者の義務） 

第九条 鉱山労働者は、鉱山においては、
経済産業省令の定めるところにより、鉱
業権者が講ずる措置に応じて、鉱山にお
ける人に対する危害の防止及び施設の保
全のため必要な事項を守らなければなら
ない。 

第六十一条 次の各号のいずれかに該当す
る者は、一年以下の懲役又は百万円以下
の罰金に処する。 
二 第九条〈略〉の規定に違反した者 

第六十三条 法人の代表者又は法人若しく
は人の代理人、使用人その他の従業者が、
その法人又は人の業務に関し、前三条の
違反行為をしたときは、行為者を罰する
ほか、その法人又は人に対して各本条の
罰金刑を科する。 
ただし、経済産業省による鉱山保安法の

逐条解説 62によれば、「鉱山労働者」とは、
鉱山において鉱業に従事する者をいい、基
本的に鉱業権者及び鉱業代理人はこれに含
まれないが、いわゆる請負鉱山労働者はこ
れに含まれる。したがって本法の労働者と
は定義を異にするので注意を要する。 
また、「「鉱業権者が講ずる措置に応じ

て」としているのは、保安のための措置を
鉱業権者が講じた上で、これを鉱山労働者
に遵守させるのが本来的なものであって、
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鉱山労働者が遵守すべき事項を鉱業権者の
講ずる保安上の措置と無関係に設けること
が適当とは考えられないことから、これを
確認するために設けたものである。」と解
説されている。 
経済産業省令で定められた鉱山労働者が

講ずべき措置の内容は、次のとおりである。 
鉱山保安法施行規則（平成十六年経済産業
省令第九十六号） 
（鉱山労働者が守るべき事項） 

第二十七条 法第九条の規定に基づき、鉱
山労働者が守るべき事項は、次に掲げる
ものとする。 
一 法第五条及び第七条の規定による鉱
業権者が講ずべき措置に関し、鉱業権
者が定めた方法又は手順を遵守するこ
と。 

二 法第五条及び第七条の規定による鉱
業権者が講ずべき措置に関し、保護具
その他の鉱業権者から指示されたもの
を使用、着用又は携帯すること。 

三 前二号の規定によるほか、第三者に
対し危害を及ぼす行為をしないこと。 

このように、鉱山保安法の体系では、鉱
山労働者の義務は法令で具体的に定められ
ておらず、鉱業権者の管理に服すべきこと
を包括的に定めている。また、鉱山労働者
が第三者に対し危害を及ぼす行為を包括的
に禁止していることも注目に値する。 
ただし、鉱山保安法では、鉱業権者は、

保安委員会（原則として、委員の過半数を
その鉱山の鉱山労働者の過半数の推薦によ
り選任しなければならない。）の審議を経
て危害防止措置等を含む保安規程を定め、
経済産業大臣に届け出なければならず、経
済産業大臣はそれが保安のため必要がある

場合は保安規程の変更を命ずる権限を有し
ており 63、鉱山労働者に遵守させる事項を
鉱山権者が独断的に定めるような法体系と
はなっていない。 
また、鉱山保安法では、第 27 条で鉱山労

働者の危害回避措置等について明文化され
ており、当該措置等をとった鉱山労働者に
対する不利益取扱の禁止規定（罰則付き）
を設けている。 
鉱山保安法（昭和二十四年五月十六日法律
第七十号） 
（危害回避措置等） 
第二十七条 鉱山労働者は、その作業に従
事している際に、人に対する危害が発生
し、又は発生する急迫した危険があると
認めるときは、その判断により、当該危
害を避けるため必要な措置（その作業の
中止を含む。）をとることができる。こ
の場合において、当該鉱山労働者は、当
該危害及び当該措置の内容について保安
統括者又は保安管理者に直ちに報告しな
ければならない。 

２ 鉱山労働者は、この法律若しくはこの
法律に基づく経済産業省令に違反する事
実が生じ、又は生ずるおそれがあると思
料するときは、保安統括者又は保安管理
者に対し必要な措置をとるべき旨を申し
出ることができる。 

３ 鉱業権者は、鉱山労働者が第一項の規
定による措置をとつたこと、又は前項の
規定による申出をしたことを理由とし
て、当該鉱山労働者に対して解雇その他
不利益な取扱いをしてはならない。 
この条項は、鉱山保安法及び経済産業省

設置法の一部を改正する法律（平成 16 年 6
月 9日法律第 94 号）より追加されたもので
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あるが、その趣旨は、経済産業省による逐
条解説 64において、例えば第 1 項について
は「持ち場を離れること等が就業規則等に
違反する場合であっても、このような措置
をとることは、いわゆる正当防衛や緊急避
難に該当することが多いと考えられるが、
確認的に本規定を設けることにより、鉱山
労働者が危害回避をとりやすくなり、結果
的に人に対する危害の防止が図られやすく
なることが期待されるものである。」等と
されている。 
また、同条は、危害回避措置等を取る要

件につき鉱山労働者を主語として第 1 項で
は「急迫した危険があると認めるとき」と、
第 2 項では「思料するときは」と規定する
ことにより、鉱山労働者の主観的判断を尊
重していることは注目に値する（1.11.1 節
末尾に引用した本法施行通達で、労働者の
退避権について「客観的に労働災害の発生
が差し迫つているときには」とあるのと対
照的である。）。 
また、同逐条解説によれば、この規定は、

鉱山における安全及び健康に関する条約
（第 176 号，ILO 第 82 回総会で 1995 年 6
月 22 日採択，日本は未批准）65や、1989
年に採択された安全衛生に関する EU 指令
の趣旨を汲んだものとされている。 
1.15.2 船員 
船員の安全及び衛生に関する事項を定め

る船員法（昭和 22 年 9 月 1 日法律第 100
号）においては、次のとおり、船員の義務
を定めている。 
船員法（昭和二十二年九月一日法律第百号） 
（沈没等に因る雇入契約の終了） 

第三十九条 船舶が左の各号の一に該当す
る場合には、雇入契約は、終了する。 

一 沈没又は滅失したとき。 
二 全く運航に堪えなくなつたとき。 

② 〈略〉 
③ 第一項の規定により雇入契約が終了し
たときでも、船員は、人命、船舶又は積
荷の応急救助のために必要な作業に従事
しなければならない。 
（安全及び衛生） 

第八十一条 〈略〉 
②・③ 〈略〉 
④ 船員は、船内作業による危害の防止及
び船内衛生の保持に関し国土交通省令の
定める事項を遵守しなければならない。 
これらの規定については罰則（船員法第

128 条及び第 128 条の 3）があるが、両罰
規定は適用されない（同法第135条第1項）。 
船員法に基づく船員労働安全衛生規則

（昭和 39 年 7 月 31 日運輸省令第 53 号）
で定められている船員の義務は、次のとお
り、本法のそれと同様、1.8.3 節で議論した
ような労働者に課すことができる義務の範
囲内で定められている。 
船員労働安全衛生規則（昭和三十九年七月
三十一日運輸省令第五十三号） 

第一章 総則 
（船員の遵守事項） 

第十六条 船員は、次に掲げる行為をして
はならない。 
一 第二十四条に定める防火標識又は禁
止標識のある箇所における当該標識に
表示された禁止行為 

二 第四十六条から第四十八条まで又は
第六十九条第一項の規定により禁止さ
れた火気の使用又は喫煙 

２ 船員は、第四十七条第二項、第四十八
条から第五十一条第一項まで、第五十三
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あるが、その趣旨は、経済産業省による逐
条解説 64において、例えば第 1 項について
は「持ち場を離れること等が就業規則等に
違反する場合であっても、このような措置
をとることは、いわゆる正当防衛や緊急避
難に該当することが多いと考えられるが、
確認的に本規定を設けることにより、鉱山
労働者が危害回避をとりやすくなり、結果
的に人に対する危害の防止が図られやすく
なることが期待されるものである。」等と
されている。 
また、同条は、危害回避措置等を取る要

件につき鉱山労働者を主語として第 1 項で
は「急迫した危険があると認めるとき」と、
第 2 項では「思料するときは」と規定する
ことにより、鉱山労働者の主観的判断を尊
重していることは注目に値する（1.11.1 節
末尾に引用した本法施行通達で、労働者の
退避権について「客観的に労働災害の発生
が差し迫つているときには」とあるのと対
照的である。）。 
また、同逐条解説によれば、この規定は、

鉱山における安全及び健康に関する条約
（第 176 号，ILO 第 82 回総会で 1995 年 6
月 22 日採択，日本は未批准）65や、1989
年に採択された安全衛生に関する EU 指令
の趣旨を汲んだものとされている。 
1.15.2 船員 
船員の安全及び衛生に関する事項を定め

る船員法（昭和 22 年 9 月 1 日法律第 100
号）においては、次のとおり、船員の義務
を定めている。 
船員法（昭和二十二年九月一日法律第百号） 
（沈没等に因る雇入契約の終了） 

第三十九条 船舶が左の各号の一に該当す
る場合には、雇入契約は、終了する。 

一 沈没又は滅失したとき。 
二 全く運航に堪えなくなつたとき。 

② 〈略〉 
③ 第一項の規定により雇入契約が終了し
たときでも、船員は、人命、船舶又は積
荷の応急救助のために必要な作業に従事
しなければならない。 
（安全及び衛生） 

第八十一条 〈略〉 
②・③ 〈略〉 
④ 船員は、船内作業による危害の防止及
び船内衛生の保持に関し国土交通省令の
定める事項を遵守しなければならない。 
これらの規定については罰則（船員法第

128 条及び第 128 条の 3）があるが、両罰
規定は適用されない（同法第135条第1項）。 
船員法に基づく船員労働安全衛生規則

（昭和 39 年 7 月 31 日運輸省令第 53 号）
で定められている船員の義務は、次のとお
り、本法のそれと同様、1.8.3 節で議論した
ような労働者に課すことができる義務の範
囲内で定められている。 
船員労働安全衛生規則（昭和三十九年七月
三十一日運輸省令第五十三号） 

第一章 総則 
（船員の遵守事項） 

第十六条 船員は、次に掲げる行為をして
はならない。 
一 第二十四条に定める防火標識又は禁
止標識のある箇所における当該標識に
表示された禁止行為 

二 第四十六条から第四十八条まで又は
第六十九条第一項の規定により禁止さ
れた火気の使用又は喫煙 

２ 船員は、第四十七条第二項、第四十八
条から第五十一条第一項まで、第五十三
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条から第六十五条第一項まで、第六十六
条第一項、第六十七条、第六十八条第一
項、第六十九条第一項又は第七十一条第
二項から第七十三条までに規定する作業
において保護具の使用を命ぜられたとき
は、当該保護具を使用しなければならな
い。 

３ 船員は、第五十一条第一項、第五十二
条第一項、第五十七条第一項、第六十六
条第一項又は第六十八条第一項に規定す
る作業において命綱、安全ベルト又は作
業用救命衣の使用を命ぜられたときは、
当該命綱、安全ベルト又は作業用救命衣
を使用しなければならない。 

1.16 家内労働法 
家内労働法（昭和 45 年 5月 16 日法律第

60 号）では、その保護客体である家内労働
者にも危害防止義務が課されている。 
家内労働法（昭和四十五年五月十六日法律
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第四章 安全及び衛生 
（安全及び衛生に関する措置） 

第十七条 委託者は、委託に係る業務に関
し、機械、器具その他の設備又は原材料
その他の物品を家内労働者に譲渡し、貸
与し、又は提供するときは、これらによ
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図 4 家内労働における 3 者の委託・使用
関係 

 
1.17 外国の事情 
英国の 1974 年の労働安全衛生法第 7 条

66,67では、労働者の義務として、(a)自己及
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び自己の業務上の行為又は懈怠によって影
響を受ける他人の健康と安全に対して相当
な注意を払う（take reasonable care）とと
もに、雇用主その他の者が関係法令による
義務又は要求を遵守するにあたり必要な限
りにおいて、労働者が彼等に協力する義務
を定めている。 
Health and Safety at Work etc. Act 1974 
Part I Health, Safety and Welfare in con-

nection with Work, and Control of Dan-
gerous Substances and Certain Emissions 
into the Atmosphere 

General duties 
7 It shall be the duty of every employee 

while at work― 
(a)  to take reasonable care for the 

health and safety of himself and of 
other persons who may be affected 
by his acts or omissions at work; and 

(b) as regards any duty or require-
ment imposed on his employer or 
any other person by or under any of 
the relevant statutory provisions, to 
co-operate with him so far as is nec-
essary to enable that duty or re-
quirement to be performed or com-
plied with. 

米国の 1970 年の職業安全衛生法第 5 条
68,69でも、労働者に安全衛生関係法令等の遵
守義務を課している。 
Occupational Safety and Health Act of 
1970 
Section 5 - Duties 
(a) Each employer ―〈略〉 
(b)  Each employee shall comply with 

occupational safety and health stand-

ards and all rules, regulations, and or-
ders issued pursuant to this Act which 
are applicable to his own actions and 
conduct. 
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2 第 27条 
2.1 条文 

第四章 労働者の危険又は健康障害
を防止するための措置 

（事業者の講ずべき措置等） 
第二十七条 第二十条から第二十五条まで
及び第二十五条の二第一項の規定により
事業者が講ずべき措置及び前条の規定に
より労働者が守らなければならない事項
は、厚生労働省令で定める。 

２ 前項の厚生労働省令を定めるに当たつ
ては、公害（環境基本法（平成五年法律
第九十一号）第二条第三項に規定する公
害をいう。）その他一般公衆の災害で、
労働災害と密接に関連するものの防止に
関する法令の趣旨に反しないように配慮
しなければならない。 
第 4 章には第 20 条から第 36 条までが含

まれる。 
この見出しは第 20 条から本条までの共

通見出しである。 
2.2 内容及び趣旨 
本条（第 27 条のことをいう。以下同条の

逐条解説部分において同じ。）第 1 項は、
第 20 条から第 25 条まで及び第 25 条の 2
第 1 項の規定により労働者の安全と健康の
確保等のため事業者が講ずべき措置及び第
26条の規定により労働者が遵守すべき事項
の具体的内容を厚生労働省令に包括的に委
任することを定めたものである。 
第 2 項は、第 1 項の厚生労働省令を定め

るに当たっては、典型七公害のほか、その
他一般公衆の災害で労働災害と密接に関連
するものの防止に関する法令の趣旨に反し
ないように配慮しなければならないことを
定めたものである。 

2.3 条文解釈 
2.3.1 「事業者」及び「労働者」 
これらの用語は本法第 2 条で定義されて

いる。 
2.3.2 「第二十条から…の規定により事
業者が講ずべき措置」 
第 20条から第 25条まで及び第 25条の 2

第 1 項の規定は、本法が定める危害防止基
準の中核となる規定群である。本法におけ
るこの規定群の位置付けは 2.8 節（特に
2.8.2.1 節）で検討する。 
2.3.3 「前条の規定により労働者が守ら
なければならない事項」 
「前条」は第 26 条を指す。 
事業者を名宛人とする第 20 条から第 25

条まで及び第 25条の 2第 1項の規定群に対
応する労働者の義務については、危険源、
危険・健康障害等の区分に関わらず第 26 条
に一括されている。 
2.3.4 「厚生労働省令」 
本条に基づく危害防止基準を定める省令

には、現在、次の 15 省令がある。ただし、
これらの省令中には本法中の本条以外の条
項から委任された規定も多く含まれている。 
○ 労働安全衛生規則（昭和 47 年 9月 30 日
労働省令第 32 号） 

○ ボイラー及び圧力容器安全規則（昭和 47
年 9月 30 日労働省令第 33 号） 

○ クレーン等安全規則（昭和 47年 9月 30
日労働省令第 34号） 

○ ゴンドラ安全規則（昭和 47 年 9月 30 日
労働省令第 35 号） 

○ 有機溶剤中毒予防規則（昭和 47 年 9 月
30 日労働省令第 36 号） 

○ 鉛中毒予防規則（昭和 47年 9月 30 日労
働省令第 37号） 
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○ 四アルキル鉛中毒予防規則（昭和 47 年 9
月 30 日労働省令第 38号） 

○ 特定化学物質障害予防規則（昭和 47 年 9
月 30 日労働省令第 39 号） 

○ 高気圧作業安全衛生規則（昭和 47 年 9
月 30 日労働省令第 40 号） 

○ 電離放射線障害防止規則（昭和 47 年 9
月 30 日労働省令第 41 号） 

○ 酸素欠乏症等防止規則（昭和 47 年 9 月
30 日労働省令第 42 号） 

○ 事務所衛生基準規則（昭和 47年 9月 30
日労働省令第 43号） 

○ 粉じん障害防止規則（昭和 54年 4月 25
日労働省令第 18 号） 

○ 石綿障害予防規則（平成 17 年 2月 24 日
厚生労働省令第 21 号） 

○ 東日本大震災により生じた放射性物質
により汚染された土壌等を除染するた
めの業務等に係る電離放射線障害防止
規則（平成 23 年 12 月 22 日厚生労働省
令第 152 号） 
厚生労働省令への委任に関することにつ

いては 2.5 節で検討する。 
2.3.5 「公害（…）」 
「公害」とは、本条中で定義されている

とおりであり、これはいわゆる典型七公害
を意味する。 
環境基本法（平成五年法律第九十一号） 
（定義） 

第二条 この法律において「環境への負荷」
とは、〈略〉 

２ この法律において「地球環境保全」と
は、〈略〉 

３ この法律において「公害」とは、環境
の保全上の支障のうち、事業活動その他
の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわ

たる大気の汚染、水質の汚濁（水質以外
の水の状態又は水底の底質が悪化するこ
とを含む。第二十一条第一項第一号にお
いて同じ。）、土壌の汚染、騒音、振動、
地盤の沈下（鉱物の掘採のための土地の
掘削によるものを除く。以下同じ。）及
び悪臭によって、人の健康又は生活環境
（人の生活に密接な関係のある財産並び
に人の生活に密接な関係のある動植物及
びその生育環境を含む。以下同じ。）に
係る被害が生ずることをいう。 
公害関係法令としては、工業用水法（昭

和 31 年法律第 146 号）、大気汚染防止法（昭
和 43 年法律第 97 号）、騒音規制法（昭和
43 年法律第 98 号）、水質汚濁防止法（昭
和 45 年法律第 138 号）、悪臭防止法（昭和
46 年法律第 91 号）、振動規制法（昭和 51
年法律第 64 号）、土壌汚染対策法（平成
14 年法律第 53 号）のほか多数存在する（図
9 参照）。 
2.3.6 「その他…法令」 
これには、例えば消防法（昭和 23 年法律

第 186 号）及び建築基準法（昭和 25 年法律
第 201 号）がこれに含まれるという立法時
の政府答弁があるが 70、このほかにも、核
原料物質等による災害の防止等について定
める核原料物質、核燃料物質及び原子炉の
規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166
号）、道路における危険の防止等について
定める道路交通法（昭和 35 年法律第 105
号）など、無数の法令が含まれるだろう。 
2.3.7 「配慮しなければならない」 
「配慮」とは、辞書によると「心をくば

ること。心づかい。」71を意味するものとさ
れるが、これは本条に基づく省令の制定改
廃に際して厚生労働省が他の法令に配慮を
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行うことを意味する。これは「調整」等と
異なり、他省庁等との協議は当然には必要
としないものである 72。 
第 2 項の趣旨について、立法時の政府答

弁 73では、労働災害、特に職業病と公害が
裏腹の関係にあることから、事業場内を安
全にあるいは衛生にすることによって公害
防止にも当然寄与ができるものであり、ま
た事業場内の有害物を単に外へ排出するの
ではなく、事業場外の環境にも配慮して排
出基準を考え、安全衛生と公害とを一体的
に運営するという意味で配慮を行う旨の説
明がなされている。 
このことは、本法の施行通達 14でも、次

のように解説されている。 
発基第九一号 
昭和四七年九月一八日 
都道府県労働基準局長 殿 

労働事務次官 
労働安全衛生法の施行について 

記 
第三 概要 
四 労働者の危険または健康障害を防止
するための措置(第 4章関係) 
㈠ 労働災害を防止するための一般的規
制 
ハ  労働災害防止のための基準と公害
防止の技術基準とは、原則としてその
対象を異にするものである。 
しかしながら、労働災害と公害、公

衆災害で労働災害と密接に関連する
ものとは、その発生源がいずれも工
場、事業場であり、職場内部の危害防
止のために定められた基準のうちに
は、公害等の防止にも資するものがあ
り、そのようなものについては、公害

等の防止基準を勘案して定められね
ばならないものとされたところであ
ること。 

本条により発せられる命令で公害防止に
寄与するものとしては、特化則第 3 章（用
後処理）74、鉛則第 26 条（除じん装置）75な
どがあり、施行通達でも公害防止の趣旨が
明記されている。例えば、このうち特化則
第 11 条及び第 12 条では、アルキル水銀化
合物に関する次のような規定を置いている
が、これは水俣病として知られるメチル水
銀中毒を予防するための規定でもある。 
特定化学物質障害予防規則（昭和四十七年
九月三十日労働省令第三十九号） 
（排液処理） 

第十一条 事業者は、次の表の上欄に掲げ
る物を含有する排液（第一類物質を製造
する設備からの排液を除く。）について
は、同表の下欄に掲げるいずれかの処理
方式による排液処理装置又はこれらと同
等以上の性能を有する排液処理装置を設
けなければならない。 
物 処理方式 
アルキル水銀化合物
（アルキル基がメチ
ル基又はエチル基で
ある物に限る。以下同
じ。） 

酸化・還元方式 

〈略〉 
２・３ 〈略〉 
（残さい物処理） 

第十二条 事業者は、アルキル水銀化合物
を含有する残さい物については、除毒し
た後でなければ、廃棄してはならない。 
しかし、これらの規定は、名宛人が事業

者であるから、いうまでもなく労働者（同
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居の親族のみを使用する事業又は事務所に
使用される者及び家事使用人を除く。）を
使用する事業にしか適用されないので、そ
れ以外の事業でアルキル水銀化合物等を垂
れ流しても本法の適用はないから、当然な
がら公害防止法制が別途必要である。これ

は本法第5章が何人
なんぴと

にも適用されることと
は対照的である。ただし、本法で規制して
いる限り労働基準監督機関が取締権限を有
することとなる。 
なお、このような命令制定における公益

法令への配慮規定は、第 36 条など本法の他
の部分には設けられなかった。 
ところで、鉱山保安法の鉱山における保

安（2.11.1 節も参照）については、本法（第
2 章を除く）は適用されず、その代わり鉱
山保安法が適用される。同法は鉱山労働者
に対する危害と鉱害の防止とを目的とした
ものであるところ、後者は一般公衆災害の
防止といえるが、前者は一般公衆災害の防
止に関するものとはいいがたく、本条第 2
項の配慮対象には含まれないと思われる。
しかし、休業状態にある鉱山（鉱業法第 62
条第 2 項の規定に基づく事業着手延期認可
又は同条第 3 項に基づく事業の休止認可を
受けている鉱山）は鉱山保安法の鉱山では
ないので、工事など何らかの理由で鉱山が
休業する場合は、その前後で、適用すべき
法律が鉱山保安法から本法になり、また鉱
山保安法に戻るということがある。この場
合に生じる問題として、例えば単軌条運搬
機が鉱山保安法では認められているのに外
形上は本法違反となるなどの問題がある
（2.8.4.1節で詳説）。本法の目的と鉱山保
安法の目的の異同などの合理的な理由がな
い限り、少なくとも設備等の構造基準は、

鉱山保安法との調整が図られることが望ま
しいと思われる。 
本条は本法が他の公益関係法令に配慮す

ることを定めているが、これとは逆に、建
設業法や建築基準法をはじめとして、本法
の趣旨に対して配慮している又は本法の目
的に資する公益関係法令も多数存在する。
また、一般公衆に対する危険性がなくても
労働者が点検、整備、清掃等を行う際に危
険な建築物、機械等もあり、労働分野に対
する一層の配慮が必要なものもあるだろう。 
なお、ここでは労働災害と公衆災害が対

比されているが、建設業における一人親方
等については、本法の労働者ではなく、か
といって公衆でもないという存在も、忘れ
てはならないだろう。 
2.4 沿革 
ここでは、労働安全衛生に関する法令に

おける命令委任の沿革と公益保護規定の沿
革をそれぞれ述べる。説明の便宜上、公益
保護規定の沿革を先に取り上げる。 
2.4.1 公益関係規定の沿革 
2.4.1.1 鉱業分野 
日本最古の安全衛生法制は鉱業分野で生

まれたといわれているが、鉱業分野では、
現在の鉱山保安法に至るまで、労働安全衛
生と公害防止が一つの法律に規定されてい
る。これは、鉱業法令が労働法としての性
格を内包しつつも鉱業の持続的運営のため
の総合的な法令であるからであろう。 
具体的には、日本坑法（明治 6 年 7月 20

日太政官第 259 号布告）の通洞崩壊防止規
定が日本最古の災害予防規定といわれてい
るが、その後の改正（明治 23 年 7 月 30 日
法律第 55 号）により、試掘又は採製の事業
が公益を害する場合には、農商務大臣は借
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居の親族のみを使用する事業又は事務所に
使用される者及び家事使用人を除く。）を
使用する事業にしか適用されないので、そ
れ以外の事業でアルキル水銀化合物等を垂
れ流しても本法の適用はないから、当然な
がら公害防止法制が別途必要である。これ

は本法第5章が何人
なんぴと

にも適用されることと
は対照的である。ただし、本法で規制して
いる限り労働基準監督機関が取締権限を有
することとなる。 
なお、このような命令制定における公益

法令への配慮規定は、第 36 条など本法の他
の部分には設けられなかった。 
ところで、鉱山保安法の鉱山における保

安（2.11.1 節も参照）については、本法（第
2 章を除く）は適用されず、その代わり鉱
山保安法が適用される。同法は鉱山労働者
に対する危害と鉱害の防止とを目的とした
ものであるところ、後者は一般公衆災害の
防止といえるが、前者は一般公衆災害の防
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ないので、工事など何らかの理由で鉱山が
休業する場合は、その前後で、適用すべき
法律が鉱山保安法から本法になり、また鉱
山保安法に戻るということがある。この場
合に生じる問題として、例えば単軌条運搬
機が鉱山保安法では認められているのに外
形上は本法違反となるなどの問題がある
（2.8.4.1節で詳説）。本法の目的と鉱山保
安法の目的の異同などの合理的な理由がな
い限り、少なくとも設備等の構造基準は、

鉱山保安法との調整が図られることが望ま
しいと思われる。 
本条は本法が他の公益関係法令に配慮す

ることを定めているが、これとは逆に、建
設業法や建築基準法をはじめとして、本法
の趣旨に対して配慮している又は本法の目
的に資する公益関係法令も多数存在する。
また、一般公衆に対する危険性がなくても
労働者が点検、整備、清掃等を行う際に危
険な建築物、機械等もあり、労働分野に対
する一層の配慮が必要なものもあるだろう。 
なお、ここでは労働災害と公衆災害が対

比されているが、建設業における一人親方
等については、本法の労働者ではなく、か
といって公衆でもないという存在も、忘れ
てはならないだろう。 
2.4 沿革 
ここでは、労働安全衛生に関する法令に

おける命令委任の沿革と公益保護規定の沿
革をそれぞれ述べる。説明の便宜上、公益
保護規定の沿革を先に取り上げる。 
2.4.1 公益関係規定の沿革 
2.4.1.1 鉱業分野 
日本最古の安全衛生法制は鉱業分野で生

まれたといわれているが、鉱業分野では、
現在の鉱山保安法に至るまで、労働安全衛
生と公害防止が一つの法律に規定されてい
る。これは、鉱業法令が労働法としての性
格を内包しつつも鉱業の持続的運営のため
の総合的な法令であるからであろう。 
具体的には、日本坑法（明治 6 年 7月 20

日太政官第 259 号布告）の通洞崩壊防止規
定が日本最古の災害予防規定といわれてい
るが、その後の改正（明治 23 年 7 月 30 日
法律第 55 号）により、試掘又は採製の事業
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区許可出願を拒否し又は既に与えた許可を
取消すことができることとされた。 
また、鉱業条例（明治 23年 9 月 26 日法

律第 87 号，明治 25 年 6月 1日施行，この
法律の施行と同時に日本坑法が廃止となっ
た。）では、次のように、初めての本格的
な鉱山保安規定である鉱業警察の章が設け
られ、鉱夫の安全衛生上の保護規定のほか
公益保護規定も盛り込まれ、その詳細は鉱
業警察規則（明治 25 年 3月 16 日農商務省
令第 7 号，のち全部改正）で定められた。 
鑛業條例（明治二十三年九月二十六日法律
第八十七號） 

第五章 鑛業警察 
第五十八條 鑛業ニ關スル警察事務ニシテ
左ニ揭クルモノハ農商務大臣之ヲ監督シ
鑛山監督署長之ヲ行フ 
一 坑內及鑛業ニ關スル建築物ノ保安 
一 鑛夫ノ生命及衞生上ノ保護 
一 地表ノ安全及公益ノ保護 

第五十九條 鑛業上ノ危險ノ虞アリ又ハ公
益ヲ害スト認ムルトキハ所轄鑛山監督署
長ハ鑛業人ニ其ノ豫防ヲ命シ又ハ鑛業ヲ
停止スヘシ 

第六十三條 農商務大臣ハ此ノ條例ノ範圍
內ニ於テ省令ヲ以テ鑛業警察規則ヲ定ム
ルコトヲ得 
その後、鉱業警察に関する規定が鉱業法

（明治 38 年 3月 7日法律第 45 号、明治 38
年 7 月 1 日施行、施行と同時に鉱業条例廃
止。）に受け継がれた際にも、同様の規定
が置かれ、詳細は引き続き鉱業警察規則で
定められることとなった。 
鑛業法（明治三十八年三月七日法律第四十
五號） 

第四章 鑛業警察 

第七十一條 鑛業ニ關スル左ノ警察事務ハ
命令ノ定ムル所ニ依リ農商務大臣及鑛山
監督署長之ヲ行フ 
一 建設物及工作物ノ保安 
二 生命及衞生ノ保護 
三 危害ノ豫防其ノ他公益ノ保護 

第七十二條 鑛業上危險ノ虞アリ又ハ公益
ヲ害スルノ虞アリト認メタルトキハ農商
務大臣ハ鑛業權者ニ其ノ豫防又ハ鑛業ノ
停止ヲ命スヘシ 
急迫ノ危險ヲ防ク爲必要アルトキハ鑛山
監督署長ハ前項ノ處分ヲ爲スコトヲ得 
戦後、鑛業法の鉱山保安規定は鉱山保安

法（昭和 24 年 5 月 16 日法律第 70 号）に
分離され、次のとおり、同法第 3 条で「保
安」に鉱害の防止が含まれることされ、第
8 条で鉱業権者の鉱害防止義務が規定され
た。 
鉱山保安法（昭和二十四年五月十六日法律
第七十号） 
第三條 この法律において「保安」とは、
鉱業に関する左の各号の事項をいう。 
一 鉱山における人に対する危害の防止 
二 鉱物資源の保護 
三 鉱山の施設の保全 
四 鉱害の防止 

２ 前項第一号の鉱山における人に対する
危害の防止には、衞生に関する通氣及び
災害時における救護を含む。 

第八条 鉱業権者は、次に掲げる事項につ
いて、経済産業省令の定めるところによ
り、鉱害の防止のため必要な措置を講じ
なければならない。 
一 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、
廃水及び鉱煙の処理 

二 土地の掘削 
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ここで「鉱害の防止」とは、鉱業を実施
する上で、地表の沈降、鉱さい、坑水、廃
水等による水質の汚濁、鉱煙等により他に
及ぼす被害を防止しようとするものをいう
76。 
同法についてはさらに鉱山保安法の一部

を改正する法律（昭和 33 年 12 月 12 日法
律第 175 号）により第 1 条の目的規定に鉱
害の防止が明記された。 
2.4.1.2 工場法等 
工場法では、第 13 条において安全衛生に

加え、公益保護と風紀についても規定され
ていた。 
工場法（明治四十四年三月二十九日法律第
四十六號） 
第十三條 行政官廳ハ命令ノ定ムル所ニ依
リ工場及附屬建設物竝設備カ危害ヲ生シ
又ハ衞生、風紀其ノ他公益ヲ害スル虞ア
リト認ムルトキハ豫防又ハ除害ノ爲必要
ナル事項ヲ工業主ニ命シ必要ト認ムルト
キハ其ノ全部又ハ一部ノ使用ヲ停止スル
コトヲ得 
この規定により工場危害豫防及衞生規則

（昭和 4年 6 月 20 日內務省令第 24 號）が
制定されたが、公益・風紀保護規定として
は地方長官の命令権限規定（同令第 35 条）
と更衣所及び浴場の男女区分規定（同令第
34 条）があるほかは、爆発・火災予防規定
などが公益にも資するという程度であった。 
なお、工場法と公益関係法令との関係に

ついて、寺本廣作は、『勞働基準法解説』
（時事通信社，1948 年）77で「事業場の建
築物については、市街地建築物法の適用の
ある場所に於いては同法關係法令…の適用
を受けることゝなるが同法は一般衞生、一
般保安等一般の公益保護の見地に立つて規

定されていゐるので（同法第十二條）勞働
保護を目的とする勞働安全衞生規則の規定
とはその趣旨に於て重複するものではない。
從來も市街地建築物法關係法令と工場危害
豫防及び衞生規則の關係はかゝる趣旨によ
つて調整されてゐた。」と解説している。 
工場以外につては、労働者災害扶助法（昭

和 6年 4 月 2 日法律第 54 号）について若干
の調査を行ったが、特段の公益保護規定は
不見当であった。 
ボイラーについては、労働基準法制定前

は労働法の枠組と別に汽缶取締令（昭和 10
年 4月 9 日内務省令第 20号）で規制してお
り、これそのものが公益保護法令であった。 
2.4.1.3 労働基準法 
労働基準法（昭和 22 年 4 月 7 日法律第

49 号）には、次のとおり安全衛生及び風紀
が引き継がれたが、公益に関する規定は姿
を消した。 
労働基準法（昭和二十二年四月七日法律第
四十九号） 
（危害の防止） 
第四十二條 使用者は、機械、器具その他
の設備、原料若しくは材料又はガス、蒸
氣、粉じん等による危害を防止するため
に、必要な措置を講じなければならない。 

第四十三條 使用者は、労働者を就業させ
る建設物及びその附属建設物について、
換氣、採光、照明、保溫、防濕、休養、
避難及び淸潔に必要な措置その他労働者
の健康、風紀及び生命の保持に必要な措
置を講じなければならない。 

第四十四條 〈略〉 
第四十五條 使用者が第四十二條及び第四
十三條の規定によつて講ずべき措置の基
準及び労働者が前條の規定によつて遵守

－ 640 －



分担研究報告書（森山誠也） 

640 
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及ぼす被害を防止しようとするものをいう
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同法についてはさらに鉱山保安法の一部

を改正する法律（昭和 33 年 12 月 12 日法
律第 175 号）により第 1 条の目的規定に鉱
害の防止が明記された。 
2.4.1.2 工場法等 
工場法では、第 13 条において安全衛生に

加え、公益保護と風紀についても規定され
ていた。 
工場法（明治四十四年三月二十九日法律第
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この規定により工場危害豫防及衞生規則

（昭和 4年 6 月 20 日內務省令第 24 號）が
制定されたが、公益・風紀保護規定として
は地方長官の命令権限規定（同令第 35 条）
と更衣所及び浴場の男女区分規定（同令第
34 条）があるほかは、爆発・火災予防規定
などが公益にも資するという程度であった。 
なお、工場法と公益関係法令との関係に

ついて、寺本廣作は、『勞働基準法解説』
（時事通信社，1948 年）77で「事業場の建
築物については、市街地建築物法の適用の
ある場所に於いては同法關係法令…の適用
を受けることゝなるが同法は一般衞生、一
般保安等一般の公益保護の見地に立つて規

定されていゐるので（同法第十二條）勞働
保護を目的とする勞働安全衞生規則の規定
とはその趣旨に於て重複するものではない。
從來も市街地建築物法關係法令と工場危害
豫防及び衞生規則の關係はかゝる趣旨によ
つて調整されてゐた。」と解説している。 
工場以外につては、労働者災害扶助法（昭

和 6年 4 月 2 日法律第 54 号）について若干
の調査を行ったが、特段の公益保護規定は
不見当であった。 
ボイラーについては、労働基準法制定前

は労働法の枠組と別に汽缶取締令（昭和 10
年 4月 9 日内務省令第 20号）で規制してお
り、これそのものが公益保護法令であった。 
2.4.1.3 労働基準法 
労働基準法（昭和 22 年 4 月 7 日法律第

49 号）には、次のとおり安全衛生及び風紀
が引き継がれたが、公益に関する規定は姿
を消した。 
労働基準法（昭和二十二年四月七日法律第
四十九号） 
（危害の防止） 
第四十二條 使用者は、機械、器具その他
の設備、原料若しくは材料又はガス、蒸
氣、粉じん等による危害を防止するため
に、必要な措置を講じなければならない。 

第四十三條 使用者は、労働者を就業させ
る建設物及びその附属建設物について、
換氣、採光、照明、保溫、防濕、休養、
避難及び淸潔に必要な措置その他労働者
の健康、風紀及び生命の保持に必要な措
置を講じなければならない。 

第四十四條 〈略〉 
第四十五條 使用者が第四十二條及び第四
十三條の規定によつて講ずべき措置の基
準及び労働者が前條の規定によつて遵守
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すべき事項は、命令で定める。 
労働基準法の公益保護規定といえば、労

働安全衛生法施行前の同法第 46 条から第
48 条まで（機械及び有害物の流通規制，労
働安全衛生法第 5 章へ引継ぎ）も労働関係
の範囲外にも適用されるという意味では公
益保護の機能を有するといえるだろうが、
それ以外では、旧安衛則で、次のように有
害物等の排出時等の除害に係る包括的・抽
象的な規定を置いていた。 
労働安全衞生規則（昭和二十二年十月三十
一日労働省令第九号） 
第百七十四條 排氣又は排液中に有害物又
は病原体を含む場合には、洗じよう、沈
でん、ろ過、收じん、消毒その他の方法
によつて処理した後、これを排出しなけ
ればならない。 

2.4.1.4 特定化学物質等障害予防規則の制
定 78,79 
しかし、旧安衛則第 174 条の規定はあま

りに抽象的に過ぎ、これにより事業場に対
し適確な監督指導をすることは困難であっ
た。昭和 34 年の水俣病以降、公害問題が社
会問題化する中で、労働省では、昭和 45 年
6 月頃を契機として公害問題についてどう
対処すべきか論議が始まり、労働衛生対策
に公害防止対策を織り込むこととし、昭和
45 年 9 月、全国の労働基準監督官 1900 名
を動員して、有害性が高く公害発生に特に
関連の深い 46 種類の有害物を取り扱って
いる13,665事業場の一斉総点検を実施した
結果 80、特殊健康診断結果の有所見者がか
なり多く、有害物の排出処理も不十分で公
害防止の観点からも看過し得ない状況が判
明した。この結果を踏まえ、昭和 45 年 12
月に医学系、工学系の専門家による労働環

境技術基準委員会が設置され、規制の対象
とすべき有害物、対策が検討され、昭和 46
年1月21日にその結果が労働省に報告され
た。同報告に基づいて省令案要綱がとりま
とめられ、中央労働基準審議会における審
議、公聴会を経て、特定化学物質等障害予
防規則（昭和 46 年 4 月 28 日労働省令第 11
号）が制定され、特定化学物質の発散抑制、
健康管理等に係る各種措置のほか、第 3 章
（用後処理）において排ガス、排液、残滓
物等に係る一定の処理方式が明確化された。
その趣旨は、施行通達 81において「第一類
物質、第二類物質その他とくに問題がある
物質について、これらの物質のガス、蒸気
または粉じんが局所排気装置、生産設備等
から排出された場合の附近一帯の汚染また
は作業場の再汚染、およびこれらの物質を
含有する排液による有害なガス等の発生ま
たは地下水等の汚染等による、労働者の障
害を防止し、あわせて附近住民の障害の防
止にも資するようそれぞれ有効な処理装置
等を附設すべきこと等を規定したものであ
り、その遵守によつて公害の防止にも寄与
することができるものであること。」と説
明されている。 
2.4.1.5 労働安全衛生法制定以降 
昭和 44 年 9月 30 日に発足した労働基準

法研究会は、発足以来、労働安全衛生の問
題を主として調査研究を行っていたが、こ
の問題をより専門的に調査研究するため第
3小委員会を設置し、昭和 46年 7月 13日、
その結果を「第 3 小委員会報告」として会
長に報告した。 
その報告の中では、次のとおり、公害及

び公衆災害についても取り上げられたほか、
他の保安行政への調整について配慮するこ
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とが提言された。 
昭和 46年 7月 13日付け労働基準法研究会
第 3小委員会報告別紙 
２ 労働災害の現状 
⑴ 労働災害の概況 

〈略〉さらに最近の公害、公衆災害な
どと関連し職場における安全衛生の確保
が単に事業場の問題にとどまらず、事業
場外へも波及する問題であることがあら
ためて認識され、職場内における安全衛
生についての国民の関心が高まってきて
いる。 

３ 安全衛生対策の現状と問題点 
㈤ 有害業務による障害の防止 
⑵ 現状および問題点 
ホ 有害物質規制と公害の防止 

最近問題になっている公害の原因を
なす有害物質は、その大半が主として
工場、事業場における産業活動により
排出されるものである。 
工場、事業場における労働者を有害

物質から保護するため、特定化学物質
等障害予防規則により、一定の有害物
質の取扱いについて、その抑制限度の
設定、局所排気装置の設置等の規制が
行なわれている。 
これらの規制のなかには、排気中の

有害物質の除じん、除ガス等の措置も
含まれており、このような労働衛生を
確保するための措置が、直接公害防止
と結びつくことはいうまでもない。 
しかしながら、このような労働衛生

確保のための措置と公害防止関係の法
令に基づく排出基準との調整をはかる
ことが必要であるにもかかわらず、法
的になんらの考慮も払われていない現

状にある。 
㈩ むすび 
⑹ 健康対策の充実強化 
イ 積極的健康対策の推進 

最近における国民生活水準の向上な
らびに労働社会環境の激しい変化に対
応して、単に疾病、虚弱をなくすだけ
でなく、労働者の健康増進を目標とし
た積極的対策を推進するため、事業所
において遵守すべき最低基準のほか、
必要に応じて望ましい基準を設定する
など労働環境の快適化をはかるととも
に、健康管理の抜本的充実強化をはか
ること。 
なお、健康対策の積極的推進にあた

っては、公衆衛生、公害防止等国民の
衛生水準の向上との調和について配慮
すること。 
ニ 職場環境の改善と公害の防止 

有害物取扱事業場における職場環境
の整備をはかることにより、労働者の
安全衛生の確保とあわせて公害源の解
消につとめること。 

⑻ 国の監督指導および援助 
ニ 他省が行なう保安行政との調整 

安全衛生行政は、高圧ガス保安行政、
消防行政等と密接な関連を有するの
で、これら他省が行なう保安行政との
調整について配慮すること。 

この報告 82をもとに、中央労働基準審議
会の審議を経て、昭和 47年に本法が制定さ
れるに至った。 
本法制定当時の本条の規定は次のとおり

であった。 
第二十七条 第二十条から第二十五条まで
の規定により事業者が講ずべき措置及び
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とが提言された。 
昭和 46年 7月 13日付け労働基準法研究会
第 3小委員会報告別紙 
２ 労働災害の現状 
⑴ 労働災害の概況 

〈略〉さらに最近の公害、公衆災害な
どと関連し職場における安全衛生の確保
が単に事業場の問題にとどまらず、事業
場外へも波及する問題であることがあら
ためて認識され、職場内における安全衛
生についての国民の関心が高まってきて
いる。 

３ 安全衛生対策の現状と問題点 
㈤ 有害業務による障害の防止 
⑵ 現状および問題点 
ホ 有害物質規制と公害の防止 

最近問題になっている公害の原因を
なす有害物質は、その大半が主として
工場、事業場における産業活動により
排出されるものである。 
工場、事業場における労働者を有害

物質から保護するため、特定化学物質
等障害予防規則により、一定の有害物
質の取扱いについて、その抑制限度の
設定、局所排気装置の設置等の規制が
行なわれている。 
これらの規制のなかには、排気中の

有害物質の除じん、除ガス等の措置も
含まれており、このような労働衛生を
確保するための措置が、直接公害防止
と結びつくことはいうまでもない。 
しかしながら、このような労働衛生

確保のための措置と公害防止関係の法
令に基づく排出基準との調整をはかる
ことが必要であるにもかかわらず、法
的になんらの考慮も払われていない現

状にある。 
㈩ むすび 
⑹ 健康対策の充実強化 
イ 積極的健康対策の推進 

最近における国民生活水準の向上な
らびに労働社会環境の激しい変化に対
応して、単に疾病、虚弱をなくすだけ
でなく、労働者の健康増進を目標とし
た積極的対策を推進するため、事業所
において遵守すべき最低基準のほか、
必要に応じて望ましい基準を設定する
など労働環境の快適化をはかるととも
に、健康管理の抜本的充実強化をはか
ること。 
なお、健康対策の積極的推進にあた

っては、公衆衛生、公害防止等国民の
衛生水準の向上との調和について配慮
すること。 
ニ 職場環境の改善と公害の防止 

有害物取扱事業場における職場環境
の整備をはかることにより、労働者の
安全衛生の確保とあわせて公害源の解
消につとめること。 

⑻ 国の監督指導および援助 
ニ 他省が行なう保安行政との調整 

安全衛生行政は、高圧ガス保安行政、
消防行政等と密接な関連を有するの
で、これら他省が行なう保安行政との
調整について配慮すること。 

この報告 82をもとに、中央労働基準審議
会の審議を経て、昭和 47年に本法が制定さ
れるに至った。 
本法制定当時の本条の規定は次のとおり

であった。 
第二十七条 第二十条から第二十五条まで
の規定により事業者が講ずべき措置及び
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前条の規定により労働者が守らなければ
ならない事項は、労働省令で定める。 

２ 前項の労働省令を定めるに当たつて
は、公害（公害対策基本法（昭和四十二
年法律第百三十二号）第二条第一項に規
定する公害をいう。）その他一般公衆の
災害で、労働災害と密接に関連するもの
の防止に関する法令の趣旨に反しないよ
うに配慮しなければならない。 
その後、本法の改正ではないが、引用し

ている公害対策基本法第 2 条第 1 項の規定
につき、公害対策基本法の一部を改正する
法律（昭和 45 年 12 月 25 日法律第 132 号）
により、「水質の汚濁」の下に「（水質以
外の水の状態又は水底の底質が悪化するこ
とを含む。第九条第一項を除き、以下同じ。）、
土壌の汚染」が加えられ、即日施行された。
これは従来の典型六公害に土壌の汚染が追
加され、典型七公害とされたものである。 
また、労働安全衛生法の一部を改正する

法律（昭和 55 年 6月 2日法律第 78 号）に
より「第二十五条まで」の下に「及び第二
十五条の二第一項」が加えられ、昭和 56 年
6 月 1日に施行された。 
さらに、環境基本法の施行に伴う関係法

律の整備等に関する法律（平成 5 年 11 月
19 日法律第 92 号）第 18 条の規定により、
本条中「公害対策基本法（昭和四十二年法
律第百三十二号）第二条第一項」が「環境
基本法（平成五年法律第九十一号）第二条
第三項」に改められ、即日施行されて現在
に至っている。 
2.4.2 命令委任規定の沿革 
日本国憲法の施行前後では行政立法の形

式や性格は異なるが、ここでは労働基準関
係法令における命令の取扱について簡単な

沿革を見る。 
2.4.2.1 鉱業法令 
鉱業法令では、鉱業条例（明治 23 年 9 月

26日法律第87号，明治25年6月1日施行，
この法律の施行と同時に日本坑法が廃止と
なった。）第 63条において初めて農商務大
臣の省令制定権限が明記され、十数か条の
災害防止規定と数か条の監督規定などから
なる鉱業警察規則（明治 25 年 3 月 16 日農
商務省令第 7号）が制定された。 
鑛業條例（明治二十三年九月二十六日法律
第八十七號） 

第五章 鑛業警察 
第五十八條 鑛業ニ關スル警察事務ニシテ
左ニ揭クルモノハ農商務大臣之ヲ監督シ
鑛山監督署長之ヲ行フ 
一 坑內及鑛業ニ關スル建築物ノ保安 
一 鑛夫ノ生命及衞生上ノ保護 
一 地表ノ安全及公益ノ保護 

第六十三條 農商務大臣ハ此ノ條例ノ範圍
內ニ於テ省令ヲ以テ鑛業警察規則ヲ定ム
ルコトヲ得 
鉱業条例が鉱業法（明治 38 年 3月 7日法

律第 45 号、明治 38 年 7月 1日施行、施行
と同時に鉱業條例廃止。）に代わった際に
も、鉱業警察事務は命令の定めるところに
より行うこととされた。 
鑛業法（明治三十八年三月七日法律第四十
五號） 

第四章 鑛業警察 
第七十一條 鑛業ニ關スル左ノ警察事務ハ
命令ノ定ムル所ニ依リ農商務大臣及鑛山
監督署長之ヲ行フ 
一 建設物及工作物ノ保安 
二 生命及衞生ノ保護 
三 危害ノ豫防其ノ他公益ノ保護 
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なお、これらの命令には独立命令（警察
命令）としての側面もあったと思われる。 
戦後、鉱業法の鉱山保安規定が鉱山保安

法（昭和 24年 5月 16日法律第 70号，2.11.1
節参照）として分離されたが、引き続き鉱
山の保安に関する具体的事項は経済産業省
令に包括的に委任されている。 
2.4.2.2 工場法等 
工場法では第 13 条（前掲）に命令制定権

限を定め、工場危害予防及衛生規則（昭和
4 年 6 月 20 日内務省令第 24 号）を制定し
ていた。 
工場以外については、土石採取業、建設

業、陸上運輸業、貨物取扱業等で一定のも
のに係る業務災害補償等について定める勞
働者災害扶助法第 5 条で危害防止及び衛生
について次のとおり命令委任規定が設けら
れ、同条の規定により、土石採取業（砂鉱
法の適用を受ける事業を除く。）に対して
土石採取場安全及衛生規則（昭和 9 年 5 月
3 日内務省令第 11号）が、建設業に対して
土木建築工事場安全及衛生規則（昭和 12年
9 月 30 日内務省令第 41 号）及び土木建築
工事場附属宿舍規則（昭和 16 年 12 月 1日
厚生省令第 53 号）が制定された。 
勞働者災害扶助法（昭和六年四月二日法律
第五十四號） 
第五條 行政官廳ハ命令ノ定ムル所ニ依リ
事業ノ行ハルル場所ニ於ケル危害ノ防止
又ハ衞生ニ關シ必要ナル事項ヲ事業主又
ハ勞働者ニ命ズルコトヲ得 
これら工場法及び労働者災害扶助法の命

令委任規定は白紙委任的なものであり、こ
れにより発せられる勅令及び省令は警察命
令であり、罰則も付されていた。 
同様の命令委任規定は、商店法（昭和 13

年 3月 26 日法律第 28 号）第 9条にも認め
られるが、これに基づく命令は制定されな
かった 83。 
商店法（昭和十三年三月二十六日勅令第五
百號） 
第九條 行政官廳ハ命令ノ定ムル所ニ依リ
店舗又ハ其ノ附屬建設物ニ於ケル使用人
ノ危害ノ防止又ハ衞生ニ關シ必要ナル事
項ヲ店主ニ命ズルコトヲ得 
なお、ボイラーを規制していた独立命令

（警察命令）である汽罐取締令（昭和 10 年
4 月 9日内務省令第 20 号）では、ボイラー
（当時は「汽罐」と呼んでいた。）の構造
上の要件を内務省告示に委任していた。ま
た、当該委任告示である昭和 10 年 4 月 9
日内務省告示第 204 号（通称＝汽罐構造規
格）では、汽罐に使用する材料やその寸法
等について、日本標準規格（JES）を引用し
ていた。 
2.4.2.3 労働基準法制定以降 
労働基準法（昭和 22 年 4 月 7 日法律第

49 号）は昭和 22 年 9月 1日と 11 月 1 日の
2 回に分けて施行されたが 、労働者の安全
及び衛生に関する事項を定める同法第 5 章
は、工場法、労働者災害扶助法等のうち安
全衛生等に係る事項の廃止規定とともに、
昭和 22 年 11 月 1 日に施行された。 
労働基準法旧第 42 条から第 45 条までの

規定は、本法第 20 条から第 27 条までの規
定の前身に当たり、旧安衛則（昭和 22 年
10 月 31 日労働省令第 9 号）を初めとする
労働安全衛生に関する命令は、労働基準法
旧第 45 条に基づいて制定された。 
労働基準法（昭和二十二年四月七日法律第
四十九号） 
（危害の防止） 
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なお、これらの命令には独立命令（警察
命令）としての側面もあったと思われる。 
戦後、鉱業法の鉱山保安規定が鉱山保安

法（昭和 24年 5月 16日法律第 70号，2.11.1
節参照）として分離されたが、引き続き鉱
山の保安に関する具体的事項は経済産業省
令に包括的に委任されている。 
2.4.2.2 工場法等 
工場法では第 13 条（前掲）に命令制定権

限を定め、工場危害予防及衛生規則（昭和
4 年 6 月 20 日内務省令第 24 号）を制定し
ていた。 
工場以外については、土石採取業、建設

業、陸上運輸業、貨物取扱業等で一定のも
のに係る業務災害補償等について定める勞
働者災害扶助法第 5 条で危害防止及び衛生
について次のとおり命令委任規定が設けら
れ、同条の規定により、土石採取業（砂鉱
法の適用を受ける事業を除く。）に対して
土石採取場安全及衛生規則（昭和 9 年 5 月
3 日内務省令第 11号）が、建設業に対して
土木建築工事場安全及衛生規則（昭和 12年
9 月 30 日内務省令第 41 号）及び土木建築
工事場附属宿舍規則（昭和 16 年 12 月 1日
厚生省令第 53 号）が制定された。 
勞働者災害扶助法（昭和六年四月二日法律
第五十四號） 
第五條 行政官廳ハ命令ノ定ムル所ニ依リ
事業ノ行ハルル場所ニ於ケル危害ノ防止
又ハ衞生ニ關シ必要ナル事項ヲ事業主又
ハ勞働者ニ命ズルコトヲ得 
これら工場法及び労働者災害扶助法の命

令委任規定は白紙委任的なものであり、こ
れにより発せられる勅令及び省令は警察命
令であり、罰則も付されていた。 
同様の命令委任規定は、商店法（昭和 13

年 3月 26 日法律第 28 号）第 9条にも認め
られるが、これに基づく命令は制定されな
かった 83。 
商店法（昭和十三年三月二十六日勅令第五
百號） 
第九條 行政官廳ハ命令ノ定ムル所ニ依リ
店舗又ハ其ノ附屬建設物ニ於ケル使用人
ノ危害ノ防止又ハ衞生ニ關シ必要ナル事
項ヲ店主ニ命ズルコトヲ得 
なお、ボイラーを規制していた独立命令

（警察命令）である汽罐取締令（昭和 10 年
4 月 9日内務省令第 20 号）では、ボイラー
（当時は「汽罐」と呼んでいた。）の構造
上の要件を内務省告示に委任していた。ま
た、当該委任告示である昭和 10 年 4 月 9
日内務省告示第 204 号（通称＝汽罐構造規
格）では、汽罐に使用する材料やその寸法
等について、日本標準規格（JES）を引用し
ていた。 
2.4.2.3 労働基準法制定以降 
労働基準法（昭和 22 年 4 月 7 日法律第

49 号）は昭和 22 年 9月 1日と 11 月 1 日の
2 回に分けて施行されたが 、労働者の安全
及び衛生に関する事項を定める同法第 5 章
は、工場法、労働者災害扶助法等のうち安
全衛生等に係る事項の廃止規定とともに、
昭和 22 年 11 月 1 日に施行された。 
労働基準法旧第 42 条から第 45 条までの

規定は、本法第 20 条から第 27 条までの規
定の前身に当たり、旧安衛則（昭和 22 年
10 月 31 日労働省令第 9 号）を初めとする
労働安全衛生に関する命令は、労働基準法
旧第 45 条に基づいて制定された。 
労働基準法（昭和二十二年四月七日法律第
四十九号） 
（危害の防止） 

分担研究報告書（森山誠也） 

645 

第四十二條 使用者は、機械、器具その他
の設備、原料若しくは材料又はガス、蒸
氣、粉じん等による危害を防止するため
に、必要な措置を講じなければならない。 

第四十三條 使用者は、労働者を就業させ
る建設物及びその附属建設物について、
換氣、採光、照明、保溫、防濕、休養、
避難及び淸潔に必要な措置その他労働者
の健康、風紀及び生命の保持に必要な措
置を講じなければならない。 

第四十四條 労働者は、危害防止のために
必要な事項を遵守しなければならない。 

第四十五條 使用者が第四十二條及び第四
十三條の規定によつて講ずべき措置の基
準及び労働者が前條の規定によつて遵守
すべき事項は、命令で定める。 
このように法律で包括的・抽象的な規定

を置き、その具体的内容は命令で定めると
いう方法は、本法第 20 条から第 27 条まで
の規定等にも引き継がれたが、本法では条
項数が増え、個別・具体化が進んだ 84。
2.8.2.1 節でも述べるとおり本法第 65 条も
労働基準法旧第 42 条から派生したもので
ある。 
しかし、本条と労働基準法旧第 45 条と間

の注目すべき相違点として、本条が「事業
者が講ずべき措置…は、厚生労働省令で定
める。」と単なる委任規定の形をとってい
るのに対し、労働基準法旧第 45 条は「使用
者が…講ずべき措置の基準…は、命令で定
める。」としていたことである。これにつ
いて、労働省労働基準局安全衛生部編『実
務に役立つ労働安全衛生法』（中央労働災
害防止協会，1993 年）85は本条の解説部分
において「従来の労働基準法第四五条…は、
「使用者が…講ずべき措置の基準…は、命

令で定める。」となっていたことから、命
令の規定は単なる基準であり、具体的な義
務づけは、法第四二条、第四三条から直接
なされるという見解もあった。そこで、本
条では、労働基準法第四五条のような表現
を改め、そのような疑義を立法的に解決し
ている。」と説明している。旧安衛則第 2
編（安全基準）及び第 3 偏（衛生基準）等
では名宛人が明記されていないが、労働基
準法旧第 45 条に基づく命令が単なる基準
と解釈すれば、その理由がより理解しやす
い。 
2.5 命令委任 
2.5.1 概論 
国の法令の形式には憲法、法律、政令、

府省令などがある。また、各省大臣等がそ
の所掌事務について定めた事項を公示する
形式としての告示 86がある。政令や府省令
など行政機関が定める法形式を総称して命
令といい、告示もこれに含む場合 87がある。 
命令には実施命令（法律の規定を執行す

るため必要な事項を定めるもの。執行命令
とも。）と委任命令（委任元の法令を補充
するために、委任の範囲において、命令を
定立する行政機関が独自に意思表示をする
もの）がある 88。 
実施命令は、手続的な事項を定めるだけ

であれば法律中に委任規定を置く必要はな
いが、最近は敢えてこれを設けることも多
く、本法でも平成 30 年法律第 71 号により
第 115 条の 2 として実施命令の根拠となる
規定が追加された。 
委任命令は、本条に基づく厚生労働省令

を含め、国民に義務を課したり、罰則の構
成要件の一部を構成したりすることから、
法律からの委任が必要であり、唯一の立法
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機関である国会の権限を不当に侵害するよ
うないわゆる白紙委任は認められない。法
律が命令への委任を行う場合は、その委任
は個別的・具体的でなければ日本国憲法第
41 条に反し無効となり、委任を受けた命令
もまた、委任の趣旨に基づいていなければ
その法律違反となり無効となると解される
89。 
法律から命令に委任された事項について、

当該命令で更に下位の命令等に委任するこ
とを「再委任」という。法律で委任先の法
形式が指定されている場合は、再委任は当
然に認められるものではないが、必要やむ
を得ない場合において具体的な細目の規定
だけを授権するようなものであれば、その
ような再委任は許されないとまではいえな
いとされる 90。 
命令等の制定改廃に際しては、平成 11 年

4 月 1 日以降、閣議決定 91によりパブリッ
クコメント手続が行われるようになり 92、
その後、行政手続法の改正により平成 18 年
4 月 1 日から同法に根拠をもった制度に引
き継がれた。本法に基づく命令の制定改廃
も、原則としてパブリックコメント手続に
付す必要がある 93。労働政策審議会等につ
いては、2.7節で簡単に述べる。 
2.5.2 本法における命令委任 
本法の命令委任の方法には色々あるが、

寺西輝泰 94は、本法違反罪の検討に際し、
構成要件中の命令委任の有無及び程度に応
じてこれを 3つに分類した。表 12は、本研
究協力者がこの分類をまとめたものである。 
表12 労働安全衛生法違反罪の構成要件中
の命令委任の有無及び程度に係る 3 類型
（寺西輝泰 94の分類をもとに作成） 
区分 説明 

完結型本
条 

第 35 条のように、委任がなく
各本条中で規定内容が完結し
ているもの 

個別委任
型本条 

第 13 条のように、構成要件の
一部を各条項の中で「厚生労働
省令で定める」等と定める方式
で命令に委任しているもの 

包括委任
型本条 

第 27 条を介して規定の内容の
一部を包括的に命令に委任し
ている第 20 条のような規定 

寺西の文献 94でも述べられているように、
包括委任型本条の委任を担う条文としては、
本条のほか第 36 条がある（実施命令に係る
委任規定である第 115 条の 2 とともに、表
13 に示した。）。 
表13 労働安全衛生法における包括的な省
令委任規定 
章別 省令委任の対象となる条項

等 
省令委任
規定 

第 4 章 
労 働 者
の 危 険
又 は 健
康 障 害
を 防 止
す る た
め の 措
置 

第 20 条～第 25 条、第 25 条
の 2 第 1 項、第 26 条 

第 27 条第
1 項 

第 30 条第 1 項及び第 4 項、
第 30 条の 2 第 1 項及び第 4
項、第 30 条の 3 第 1 項及び
第 4 項、第 31 条第 1 項、第
31 条の 2、第 32 条第 1 項～
第 5 項、第 33 条第 1 項及び
第 2 項、第 34 条、第 32 条第
6 項、第 33 条第 3 項 

第 36 条 

第 11 章 
雑則 

この法律に定めるもののほ
か、この法律の規定の実施に
関し必要な事項 

第 115 条
の 2 

本条と第 36 条の委任の対象となる表 13
中欄に列記した規定群では、名宛人（本条
では事業者及び労働者、第 36 条では元方事
業者、注文者等）は明確であるが、危害防
止のための措置基準の内容は、包括的な委
任事項となっている。危害防止基準には、
健康診断、作業環境測定など、本法中の独
立条文となっているものもあるが、それ以
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機関である国会の権限を不当に侵害するよ
うないわゆる白紙委任は認められない。法
律が命令への委任を行う場合は、その委任
は個別的・具体的でなければ日本国憲法第
41 条に反し無効となり、委任を受けた命令
もまた、委任の趣旨に基づいていなければ
その法律違反となり無効となると解される
89。 
法律から命令に委任された事項について、

当該命令で更に下位の命令等に委任するこ
とを「再委任」という。法律で委任先の法
形式が指定されている場合は、再委任は当
然に認められるものではないが、必要やむ
を得ない場合において具体的な細目の規定
だけを授権するようなものであれば、その
ような再委任は許されないとまではいえな
いとされる 90。 
命令等の制定改廃に際しては、平成 11 年

4 月 1 日以降、閣議決定 91によりパブリッ
クコメント手続が行われるようになり 92、
その後、行政手続法の改正により平成 18 年
4 月 1 日から同法に根拠をもった制度に引
き継がれた。本法に基づく命令の制定改廃
も、原則としてパブリックコメント手続に
付す必要がある 93。労働政策審議会等につ
いては、2.7節で簡単に述べる。 
2.5.2 本法における命令委任 
本法の命令委任の方法には色々あるが、

寺西輝泰 94は、本法違反罪の検討に際し、
構成要件中の命令委任の有無及び程度に応
じてこれを 3つに分類した。表 12は、本研
究協力者がこの分類をまとめたものである。 
表12 労働安全衛生法違反罪の構成要件中
の命令委任の有無及び程度に係る 3 類型
（寺西輝泰 94の分類をもとに作成） 
区分 説明 

完結型本
条 

第 35 条のように、委任がなく
各本条中で規定内容が完結し
ているもの 

個別委任
型本条 

第 13 条のように、構成要件の
一部を各条項の中で「厚生労働
省令で定める」等と定める方式
で命令に委任しているもの 

包括委任
型本条 

第 27 条を介して規定の内容の
一部を包括的に命令に委任し
ている第 20 条のような規定 

寺西の文献 94でも述べられているように、
包括委任型本条の委任を担う条文としては、
本条のほか第 36 条がある（実施命令に係る
委任規定である第 115 条の 2 とともに、表
13 に示した。）。 
表13 労働安全衛生法における包括的な省
令委任規定 
章別 省令委任の対象となる条項

等 
省令委任
規定 

第 4 章 
労 働 者
の 危 険
又 は 健
康 障 害
を 防 止
す る た
め の 措
置 

第 20 条～第 25 条、第 25 条
の 2 第 1 項、第 26 条 

第 27 条第
1 項 

第 30 条第 1 項及び第 4 項、
第 30 条の 2 第 1 項及び第 4
項、第 30 条の 3 第 1 項及び
第 4 項、第 31 条第 1 項、第
31 条の 2、第 32 条第 1 項～
第 5 項、第 33 条第 1 項及び
第 2 項、第 34 条、第 32 条第
6 項、第 33 条第 3 項 

第 36 条 

第 11 章 
雑則 

この法律に定めるもののほ
か、この法律の規定の実施に
関し必要な事項 

第 115 条
の 2 

本条と第 36 条の委任の対象となる表 13
中欄に列記した規定群では、名宛人（本条
では事業者及び労働者、第 36 条では元方事
業者、注文者等）は明確であるが、危害防
止のための措置基準の内容は、包括的な委
任事項となっている。危害防止基準には、
健康診断、作業環境測定など、本法中の独
立条文となっているものもあるが、それ以
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外の事項は本条又は第 36 条に一括されて
いる。 
命令委任はできるだけ個別的・具体的に

行うべきというのが、行政法上の要請であ
る。しかし、本法がその最も重要な目的の
1 つとしている労働災害の防止のための危
害防止基準（2.6 節参照）の確立について、
具体的内容を省令に包括的に委任した趣旨
は、それが多岐にわたる専門的・技術的事
項であるとともに、その内容をできる限り
速やかに技術の進歩や最新の医学的知見等
に適合したものに改正していくためには、
これを主務大臣に委ねるのが適当だからで
あり、そのような趣旨を鑑みると、このよ
うな包括的委任は許容されるものと考えら
れる 95。 
委任先の法形式を政令でなく厚生労働省

令としているのは、政令の制定改廃ならば
内閣法制局審査及び各省協議を経て閣議決
定を要するところ、省令についてはこれら
を要せず、より迅速・即応的に制定改廃を
行うことができるからだろう。また、仮に
共同省令にすれば、他省の行政目的との調
整が必要となり、労働者保護という目的を
十分発揮できない可能性もあるだろう。 
他方で、このような省令委任が、厚生労

働大臣の恣意にわらないよう、本法に基づ
く命令を含め、法令の制定改廃が労働政策
に関する重要事項にあたる場合は、労働政
策審議会の意見を聴いてその制定改廃を行
うこととなっている。労働政策審議会は、
別途、三者構成原則から導かれる仕組みで
もあるが（2.7 節参照）、本条に基づく委任
省令のような命令の正当性を担保するとい
う側面もあるといえる。 

2.5.3 委任元・先の対応関係 
本条に基づく省令の各規定中には、「法

第二十条の規定により事業者が講ずべき必
要な措置は…」というような委任元との対
応関係（省令の各規定が本法各条項のどの
条項を根拠としたものなのかということ）
が明示されていない。 
条文中に法律各本条との対応関係を明示

しないのは危害防止基準に係る包括委任の
特徴であり、労働基準法旧第５章（あるい
は工場法）時代から受け継がれている方法
である。第 36 条の規定による委任を受けた
省令 96にも、委任元条項が明示されていな
いものが少なくない。 
この点に関し、労働省労働基準局編『労

働法コンメンタール 3 改訂新版 労働基準
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建設物に分けて、それぞれについて危害防
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うことである 98。このような運用は、本法
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しかし、本条に基づく省令の条文を見て
も、にわかには法律各本条との対応関係が
わからないものも多い。 
また、安衛則等の省令には委任のないと

思われる規定もあり、さらに本法には施行
規則と称する省令がなく、施行規則的性格
を有する実施命令的規定も安衛則等の中に
紛れ込んでいるため、事態をより複雑にし
ていると思われる。 
対応関係を検討する上で参考となる文献

として、労働調査会出版局の『安衛法便覧』
（法令改正に対応するため毎年改訂され
る）があり、ここでは省令の各条項に対応
関係が示されている。同書は労働基準監督
機関の取締りの際の携行図書でもあり、同
書記載の対応関係は労働基準監督機関でも
参考にされている。しかし、これは飽くま
で参考程度に止めるべきものとされており
4、事実、示されている対応関係の殆どは正
しいが、中には悩ましいものもある。しか
しこれは『安衛法便覧』に責任があるので
はなく、省令の規定の中に対応関係が曖昧
なものがあるからである。 
たとえば、安衛則第 558 条（安全靴等の

使用）のように、危険源を明確に限定せず
保護具のみを包括的に定め、第 20 条から第
24条までのどれに対応するのか分からなく
なっている例もある。省令で保護具を包括
的に定める場合も、本法第 20 条から第 24
条までの複数の条項と対応することとして
もよいので、危険源を明確にするか、対応
関係が明らかになる何らかの対処をすべき
と思われる。 
また、酸欠則第 6 条第 1 項（要求性能墜

落制止用器具等）は措置の目的が危険か健
康障害か不明確であることにより（2.8.2.8

節参照）、対応関係がはっきりしない例で
ある。 
このほか、危険源分類が交差分類である

関係上、省令中の 1 つの規定が、本法中の
複数の条項に対応しそうな場合があるが、
これについては 2.8.2.3 節で検討する。 
2.5.4 再委任及び JISへの委任 
本法では、法律から命令等への委任のほ

か、再委任も多用されている。 
本条についても、「厚生労働省令で定め

る」と規定してはいるが、当該厚生労働省
令から告示に再委任されていることも少な
くない。 
すべての類型を把握することは本研究協

力者の時間の制約上困難であったが、典型
例を図 5に示し、図 5(a)～(i)の具体例を各
1 例ずつ表 14に挙げた。 
図 5 労働安全衛生法における命令等への
委任の類型  

 
表14 労働安全衛生法における命令等への
委任の各類型毎の例（図 5(a)～(i)の具体例） 
図 5 具体例 委任事項 
(a) 安衛法第 57 条第 1 項第 2

号▶労働安全衛生法第五
十七条第一項第二号の規
定に基づき厚生労働大臣
が定める標章▶JIS Z7253
（GHSに基づく化学品の
危険有害性情報の伝達方

危険物又は有害物
を入れた容器等に
付すべき標章（絵
表示） 
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法─ラベル、作業場内の
表示及び安全データシー
ト（SDS）） 

(b) 安衛法第20条▶安衛則第
27 条▶研削盤等構造規格
第 15 条第 1 項▶JIS Ｇ
5501－1956（ねずみ鋳鉄
品） 

研削盤のフランジ
の材料等（事業者
規制） 

(c) 安衛法第 10条第 1項▶安
衛令第 2 条 

総括安全衛生管理
者を選任すべき事
業場の規模 

(d) 安衛法第 65条第 1項▶安
衛令第 21条第 1項▶粉じ
ん則第 25 条 

粉じんに係る作業
環境測定を行うべ
き屋内作業場 

(e) 安衛法第20条▶安衛則第
101 条第 1 項 

機械の回転軸等へ
の防護 

(f) 安衛法第20条▶安衛則第
238 条▶JIS G 3101（一般
構造用圧延鋼材）等 

型わく支保工に使
用する支柱等の主
要部分の鋼材 

(g) 安衛法第22条▶有機則第
16 条の 2▶有機溶剤中毒
予防規則第十六条の二の
規定に基づく厚生労働大
臣が定める構造及び性能 

有機溶剤に係るプ
ッシュプル型換気
装置の性能等 

(h) 安衛法第20条▶安衛則第
27 条▶研削盤等構造規格
第 9 条第 2 項▶厚生労働
省労働基準局長 

セグメントといし
の最高使用周速度
の上限値の計算方
法（事業者規制） 

(i) 安衛法第42条▶防じんマ
スクの規格第 4 条 

防じんマスクの構
造（流通規制） 

(j) 安衛法第42条▶研削盤等
構造規格第 9 条第 2 項▶
厚生労働省労働基準局長 

セグメントといし
の最高使用周速度
の上限値の計算方
法（流通規制） 

告示、日本産業規格（JIS）及び通達への
委任は、危害防止基準の専門技術性を表し
ているとも言えるが、命令委任・再委任が
どこまで許容されるかということは、行政
法上の研究課題となるのではないだろうか。
なお、JISには著作権が設定され、自由な複
製が許されていないことから、法令周知上

の大きな支障となっている。 
ところで、JIS Z 8002：2006（ISO/IEC 

Guide 2：2004）（標準化及び関連活動―一
般的な用語）によると、法規の中に詳細な
記述事項を設ける代わりに、1 つ又は複数
の規格（JISを含む。）を引用することを「法
規における規格の引用」（ reference to 
standards in regulations）という。これには、
引用の厳密さに応じて、日付付き引用（法
規を改正しなければその後の規格の改正等
が反映されない引用方法）と日付なし引用
（法規の改正なくその後の規格の改正等が
反映される引用方法）等があるが、例えば、
労働安全衛生法第五十七条第一項第二号の
規定に基づき厚生労働大臣が定める標章
（平成 18 年 10 月 20 日厚生労働省告示第
619 号）99が JIS を引用する方法は日付なし
引用であるから、引用されている JIS Z7253
（GHS に基づく化学品の危険有害性情報
の伝達方法─ラベル、作業場内の表示及び
安全データシート（SDS）が改正された場
合には自動的にそれが同告示に反映される
と思われる。なお、ここでの「法規」「規
格」などの用語は同規格で詳細に定義され
ているので別途参照されたい。 
法規における規格の引用としては、汽罐

取締令の委任を受けて汽罐の構造上の要件
を定めていた昭和 10年 4月 9日内務省告示
第 204 号（通称＝汽罐構造規格）で既に、
材料等の要件につき日本標準規格（JES）の
引用が行われていた。 
2.6 省令制定権限の不行使 
本条の規定による労働大臣の省令制定権

限不行使が争点に含まれた裁判として、建
設アスベスト訴訟 100がある。その神奈川 1
陣訴訟の最高裁判決 95では、労働大臣が建
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設現場における石綿関連疾患の発生防止の
ために労働安全衛生法に基づく規制権限を
行使しなかったことが屋内の建設作業に従
事して石綿粉じんにばく露した労働者との
関係において、そして労働者に該当しない
者との関係においても国家賠償法第 1 条第
1 項の適用上違法であるとされた。 
同判決は、「本件についてみると，安衛

法は，職場における労働者の安全と健康の
確保等を目的として（1 条），事業者は，
労働者の健康障害の防止等のために必要な
措置を講じなければならないものとしてい
るのであって（22 条等），事業者が講ずべ
き具体的措置を労働省令（平成 11 年法律第
160 号による改正後は厚生労働省令）に委
任している（27 条 1 項）。このように安衛
法が上記の具体的措置を省令に包括的に委
任した趣旨は，事業者が講ずべき措置の内
容が多岐にわたる専門的，技術的事項であ
ること，また，その内容をできる限り速や
かに技術の進歩や最新の医学的知見等に適
合したものに改正していくためには，これ
を主務大臣に委ねるのが適当であるとされ
たことによるものである。以上の安衛法の
目的及び上記各規定の趣旨に鑑みると，主
務大臣の安衛法に基づく規制権限は，労働
者の労働環境を整備し，その生命，身体に
対する危害を防止し，その健康を確保する
ことをその主要な目的として，できる限り
速やかに，技術の進歩や最新の医学的知見
等に適合したものに改正すべく，適時にか
つ適切に行使されるべきものである」と判
示した。 
この判決理由で示された規制権限の不行

使の具体的内容を見ると、労働者の保護に
ついては、国は昭和 50 年には石綿の有害性

を十分認識し、屋内建設現場において石綿
含有建材の切断等の石綿粉じんを発散させ
る作業及びその周囲における作業をする際、
石綿粉じんへのばく露を防止する上で、呼
吸用保護具の着用は必要不可欠であったの
に、本法第 57 条に基づく石綿等の表示の方
法について通達で単に「必要に応じ防じん
マスクを着用してください」という不十分
な指導監督をするのにとどまり、上記作業
では必ず防じんマスクを着用させるように
という表示の方法を指導しなかったこと、
それから呼吸用保護具についても、事業者
にその備付け義務を課しただけで、労働者
に使用させる義務を課していなかったこと
の 2点である。 
労働省は、旧特化則（昭和 46 年 4 月 28

日労働省令第 11 号）では、石綿を第二類物
質に分類し、第二類物質について、局所排
気装置等による発散防止抑制措置を義務付
けたが、呼吸用保護具については備付けを
義務付けただけで、労働者に呼吸用保護具
を使用させることは、第二類物質などを取
扱う設備の改造、修理、清掃等における設
備の分解等の作業（以下本稿で「設備分解
等作業」という。）の場合を除いて義務化
しておらず、これは本法施行時に伴う現行
特化則の制定の際にも変更されなかった。 
労働省が設備分解等作業以外の石綿に係

る作業について労働者に呼吸用保護具を使
用させることを初めて義務化したのは、特
定化学物質等障害予防規則の一部を改正す
る省令（昭和 50 年 9 月 30 日労働省令第 26
号）101で新設された特化則第 38 条の 7 にお
いてであった（昭和 51 年 1 月 1 日施行）。
しかしこれは、石綿等の吹付け作業におい
て労働者に送気マスク又は空気呼吸器をさ
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気装置等による発散防止抑制措置を義務付
けたが、呼吸用保護具については備付けを
義務付けただけで、労働者に呼吸用保護具
を使用させることは、第二類物質などを取
扱う設備の改造、修理、清掃等における設
備の分解等の作業（以下本稿で「設備分解
等作業」という。）の場合を除いて義務化
しておらず、これは本法施行時に伴う現行
特化則の制定の際にも変更されなかった。 
労働省が設備分解等作業以外の石綿に係

る作業について労働者に呼吸用保護具を使
用させることを初めて義務化したのは、特
定化学物質等障害予防規則の一部を改正す
る省令（昭和 50 年 9 月 30 日労働省令第 26
号）101で新設された特化則第 38 条の 7 にお
いてであった（昭和 51 年 1 月 1 日施行）。
しかしこれは、石綿等の吹付け作業におい
て労働者に送気マスク又は空気呼吸器をさ
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せるという当たり前の内容で、同時に新設
された第38条の8では石綿等の切断等作業
（同判決で問題となった屋内建設現場にお
いて石綿含有建材の切断等の石綿粉じんを
発散させる作業もこれに含まれるだろう。）
における湿潤化が定めただけで、呼吸用保
護具の使用義務化はやはり行わなかった。 
特定化学物質等障害予防規則（昭和四十七
年労働省令第三十九号） 

第五章の二 特殊な作業等の管理 
（石綿等に係る措置） 

第三十八条の七 事業者は、次項に規定す
る場合のほか、令別表第三第二号 4 に掲
げる物又は別表第一第四号に掲げる物
（以下「石綿等」という。）を吹き付け
る作業に労働者を従事させてはならな
い。 

２ 事業者は、次の措置を講じたときは、
建築物の柱等として使用されている鉄骨
等へ石綿等を吹き付ける作業に労働者を
従事させることができる。 
一 吹付けに用いる石綿等を容器に入
れ、容器から取り出し、又は混合する
作業場所は、建築作業に従事する労働
者の汚染を防止するため、当該労働者
の作業場所と隔離された屋内の作業場
所とすること。 

二 当該吹付け作業に従事する労働者に
送気マスク又は空気呼吸器及び保護衣
を使用させること。 

３ 労働者は、事業者から前項第二号の保
護具の使用を命じられたときは、これを
使用しなければならない。 

第三十八条の八 事業者は、次の各号のい
ずれかに掲げる作業に労働者を従事させ
るときは、石綿等を湿潤な状態のものと

しなければならない。ただし、石綿等を
湿潤な状態のものとすることが著しく困
難なときは、この限りでない。 
一 石綿等の切断、穿せん孔、研ま等の
作業 

二 石綿等を塗布し、注入し、又は張
り付けた物の破砕、解体等の作業 

三 粉状の石綿等を容器に入れ、又は
容器から取り出す作業 

四 粉状の石綿等を混合する作業 
２ 事業者は、前項の作業を行う場所に、
石綿等の切りくず等を入れるためのふた
のある容器を備えなければならない。 
同判決は、労働省のこのような規制状況

から、屋内建設現場において石綿含有建材
の切断等の石綿粉じんを発散させる作業及
びその周囲における作業についての呼吸用
保護具の使用義務化をせず、省令制定権限
不行使の違法があったと判断した。 
思うに、石綿等の吹付け作業ではその作

業の性質上当然に石綿等の粉じんが発散す
るので、遠隔操作など高度な技術があれば
別だが、普通は作業員が呼吸用保護具を使
用することが基本的な曝露防止対策となる。
これに対し、切断等作業においては、完璧
な湿潤化がなされれば、理論上、石綿粉じ
んが発散することはない（又は発散しても
十分微量である）ので、呼吸用保護具は要
らないということで、省令への規定がなさ
れなかったのかもしれない。しかしそれは
机上の空論であり、湿潤化という対策の現
実的な信頼性を考慮すると、湿潤化と併せ
て呼吸用保護具の使用が必要であったのだ
と考えられる。また、第 38 条の 8 の但書の
場合においては湿潤化さえなされないのだ
から、呼吸用保護具の使用が一層必要であ
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ったはずである。 
なお、労働者以外の者の保護については、

本法第 1 条の快適な職場環境の形成の推進
が労働者と同じ職場で働く労働者以外の者
にも適用されると解されるとされ、上記石
綿等に関する表示方法についての指導不足
についての賠償が認められた。 
省令制定権限を行使すべきだった理由に

ついては、同判決は、国は上述のとおり石
綿の有害性を十分認識しつつ、当時の屋内
建設現場が石綿粉じんにばく露する危険性
の高い作業環境にあったにもかかわらず大
半の労働者が防じんマスクを着用していな
いため建設作業従事者に石綿関連疾患に罹
患する広範かつ重大な危険が生じていたこ
とも認識していたこと、そして、マスクの
使用義務を規定することに対してその障害
となるような事情があったとはうかがわれ
ないとした。 
石綿に限らず、比較的広範に使用され重

大な危険性を有していても十分な規制がな
されていない産業上の危険源は、新しいも
ののみならず古くからあるものでも存在す
る。今後、これらに対する省令制定権限の
適確な行使が求められる。 
しかしながら、労働条件法の目的が、他

の公益法令と異なり、労働者個々人を保護
することにあるとするならば、「広範性」
がない危険であっても放置すべきではない
という考え方もあるはずであり、省令制定
権限の適切（あるいは適確、適正、必要十
分等といっても良い。本稿では「適確」と
いうこととする。）な行使がどうあるべき
かは、別途検討を要する課題である。また、
1 つの危険源が広範に存在するかそうでな
いかというのは、統計上、何を 1 つの危険

源として分類するかによって変わることで
ある。 
省令制定権限の行使の問題は、立法事実

に対する規制内容の適確性の問題でもあり、
これは 2.8.4 節で検討する。 
2.7 命令制定過程、三者構成原則等 
日本は、職業上の安全及び健康を促進す

るための枠組みに関する条約（第 187 号，
2007 年 7 月 24 日批准登録，2009 年 2 月
20 日効力発生）102を批准している。同条約
は、加盟国が、最も代表的な使用者団体及
び労働者団体と協議した上で国内政策、国
内制度及び国内計画を定めることにより、
職業上の負傷、疾患及び死亡を予防するた
めに職業上の安全及び健康を不断に改善す
ることを促進すること等を目的としたもの
である。同条約の全体が政労使による三者
構成原則で貫かれており、その中で、加盟
国は、最も代表的な使用者団体及び労働者
団体と協議した上で、労働安全衛生法令を
含む国内制度（適当な場合には、三者構成
の諮問機関を含む）を定め、維持し、漸進
的に発展させ、及び定期的に検討すること
とされている。 
Promotional Framework for Occupational 
Safety and Health Convention, 2006 (No. 
187) 

IV. NATIONAL SYSTEM 
Article 4 

1. Each Member shall establish, maintain, 
progressively develop and periodically 
review a national system for occupational 
safety and health, in consultation with 
the most representative organizations of 
employers and workers. 

2. The national system for occupational 
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ったはずである。 
なお、労働者以外の者の保護については、

本法第 1 条の快適な職場環境の形成の推進
が労働者と同じ職場で働く労働者以外の者
にも適用されると解されるとされ、上記石
綿等に関する表示方法についての指導不足
についての賠償が認められた。 
省令制定権限を行使すべきだった理由に

ついては、同判決は、国は上述のとおり石
綿の有害性を十分認識しつつ、当時の屋内
建設現場が石綿粉じんにばく露する危険性
の高い作業環境にあったにもかかわらず大
半の労働者が防じんマスクを着用していな
いため建設作業従事者に石綿関連疾患に罹
患する広範かつ重大な危険が生じていたこ
とも認識していたこと、そして、マスクの
使用義務を規定することに対してその障害
となるような事情があったとはうかがわれ
ないとした。 
石綿に限らず、比較的広範に使用され重

大な危険性を有していても十分な規制がな
されていない産業上の危険源は、新しいも
ののみならず古くからあるものでも存在す
る。今後、これらに対する省令制定権限の
適確な行使が求められる。 
しかしながら、労働条件法の目的が、他

の公益法令と異なり、労働者個々人を保護
することにあるとするならば、「広範性」
がない危険であっても放置すべきではない
という考え方もあるはずであり、省令制定
権限の適切（あるいは適確、適正、必要十
分等といっても良い。本稿では「適確」と
いうこととする。）な行使がどうあるべき
かは、別途検討を要する課題である。また、
1 つの危険源が広範に存在するかそうでな
いかというのは、統計上、何を 1 つの危険

源として分類するかによって変わることで
ある。 
省令制定権限の行使の問題は、立法事実

に対する規制内容の適確性の問題でもあり、
これは 2.8.4 節で検討する。 
2.7 命令制定過程、三者構成原則等 
日本は、職業上の安全及び健康を促進す

るための枠組みに関する条約（第 187 号，
2007 年 7 月 24 日批准登録，2009 年 2 月
20 日効力発生）102を批准している。同条約
は、加盟国が、最も代表的な使用者団体及
び労働者団体と協議した上で国内政策、国
内制度及び国内計画を定めることにより、
職業上の負傷、疾患及び死亡を予防するた
めに職業上の安全及び健康を不断に改善す
ることを促進すること等を目的としたもの
である。同条約の全体が政労使による三者
構成原則で貫かれており、その中で、加盟
国は、最も代表的な使用者団体及び労働者
団体と協議した上で、労働安全衛生法令を
含む国内制度（適当な場合には、三者構成
の諮問機関を含む）を定め、維持し、漸進
的に発展させ、及び定期的に検討すること
とされている。 
Promotional Framework for Occupational 
Safety and Health Convention, 2006 (No. 
187) 

IV. NATIONAL SYSTEM 
Article 4 

1. Each Member shall establish, maintain, 
progressively develop and periodically 
review a national system for occupational 
safety and health, in consultation with 
the most representative organizations of 
employers and workers. 

2. The national system for occupational 
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safety and health shall include among 
others: 

(a) laws and regulations, collective 
agreements where appropriate, and any 
other relevant instruments on occupa-
tional safety and health; 

(b)～(d) 〈略〉 
3. The national system for occupational 

safety and health shall include, where 
appropriate: 

(a) a national tripartite advisory body, or 
bodies, addressing occupational safety 
and health issues; 

(b)～(h) 〈略〉 
日本は、ILO 加盟時から政労使の三者構

成原則に基づく ILOへの参加を要求されて
いたが、戦後改革まで労働組合法がなかっ
たたこともあり、国内政策決定過程におけ
る三者構成会議の出発点は、昭和 20 年 10
月に設置され、労働組合法及び労働関係調
整法の制定にあたった労務法制審議委員会
（途中で労務法制審議会に改称）だったと
される。その後の労働基準法の制定に際し
ては、労使その他有志が参加する公聴会が
活発に開かれた 103。 
昭和 22 年に労働基準法が制定され、同法

第 98 条で中央と地方に公労使の労働基準
委員会（昭和 22 年 6 月 1日に労働基準審議
会に改称）が設置され、同法第 113 条 104で
命令制定に際して公聴会により公労使の意
見を聴くことが規定された。 
労働基準法（昭和二十二年四月七日法律第
四十九号） 
第九十八條 この法律の施行及び改正に関
する事項を審議するため、労働に関する
主務省及び都道府縣労働基準局に労働基

準委員会を置く。 
労働基準委員会は、労働に関する主務

大臣及び都道府縣労働基準局長の諮問に
應ずるの外、労働條件の基準に関して関
係行政官廳に建議することができる。 
労働基準委員会の委員は、労働者を代

表する者、使用者を代表する者及び公益
を代表する者について、行政官廳が各〻
同数を委嘱する。 
前三項に定めるものの外、労働基準委

員会に関し必要な事項は、命令で定める。 
（命令の制定） 
第百十三条 この法律に基いて発する命令
は、その草案について、公聴会で労働者
を代表する者、使用者を代表する者及び
公益を代表する者の意見を聴いて、これ
を制定する。 
また、本法による改正前の労働災害防止

団体等に関する法律（昭和 39 年 6 月 29 日
法律第 118 号，本法制定により労働災害防
止団体法に改題）においても、特別規制（本
法制定により本法に移った。）に係る省令
制定に関し、次のように中央労働基準審議
会からの意見聴取義務が課されていた。 
労働災害防止団体等に関する法律（昭和三
十九年六月二十九日法律第百十八号） 
（省令の制定） 

第六十七条 労働大臣は、この章の規定に
基づく労働省令を制定しようとするとき
は、中央労働基準審議会の意見を聞かな
ければならない。 
しかし、昭和 44年に労働基準法研究会が

設置されて以降は、本法立案を含め、同研
究会が労働政策立案に大きな役割を担うよ
うになった 103。 
労働基準審議会は、中央省庁再編に伴い、
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平成 13 年、他の審議会と統合され、労働政
策審議会となった。 
本法には、命令制定に際して公聴会での

意見聴取規定はない。また、労働政策審議
会への意見聴取規定についても、労働災害
防止計画の策定及び変更に係るものを除き
設けられていないが、労働政策に関する重
要事項については労働政策審議会が調査審
議を行い厚生労働大臣等に意見を述べるこ
ととなっており 105、本法及びその命令の改
正については殆どすべて同審議会への諮問
がなされている 106。 
しかし、特に安全衛生に関しては、多く

の省内検討会等が設けられており 107、これ
ら検討会の報告書に基づいて省令案が作成
されることが多いようである。 
2.8 危害防止基準 
本法は、第 1 条において、職場における

労働者の安全と健康を確保するための手段
の筆頭に「危害防止基準の確立」を掲げて
いるが 108、以下述べるように、その中核と
なっているのが第 20 条から第 24 条までの
規定群であり、本条はその内容を具体化す
る重要な位置を占める。 
本稿では、本条及びそれが束ねる第 20 条

から第 26 条までの規定が本法に占める位
置を体系的に理解するために、以下、この
「危害防止基準」の概念を検討する。ただ
し、危害防止基準に関する法的問題―ひ
いては本法全体の構造については、非常に
詳細な検討を加えた文献として寺西輝泰
『改訂版 労働安全衛生法違反の刑事責任
―総論―』（日労研，2004 年）がある
ことから、本節ではできるだけ同書と重複
をしないよう、論点を絞り、又は別の観点
からの検討を行う。 

2.8.1 危害防止基準の概念 
「危害防止基準」の語は、本法では第 1

条（目的）にのみ現れるが、命令、通達等
で公式の定義はなされていない。それでも、
危害防止基準という語はしばしば使用され、
特に、労働安全衛生法の一部分を指してそ
う呼ぶ場合がある。しかし、この用語が具
体的に労働安全衛生法中どの部分を指すの
かということは、必ずしも自明ではない。 
そこで参考となるのが、労働安全衛生法

案の作成に中心的に携わった畠中信夫 109に
よる次のような解説である。 
危害防止基準 
労働安全衛生法第一条の目的規定の中

で、「労働災害の防止のための危害防止基
準の確立」というのが、職場における労働
者の安全と健康を確保するという同法の目
的達成のための方法の第一番目にあげられ
ている。 
この「危害防止基準」は、「墜落により

労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に
は、囲い、手すり、覆い等を設けなければ
ならない。（安衛則第五一九条第一項）」
などのように、特定の危害に対して特定の
措置を規定するというのが、通常のスタイ
ルであり、労働安全衛生法の目的を達成す
るために設定される関係者の具体的な行為
（作為又は不作為）基準として罰則でもっ
てその履行が強制される。 
この「危害防止基準」という文言は、非

常に使い勝手の良い言葉ではあるが、労働
安全衛生法では、この第一条にだけ出てく
る言葉である。それは、同法第二〇条から
第二五条までに規定するところに止まるも
のではなく、その字義通り、危険と健康障
害を防止するための基準ということであ
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平成 13 年、他の審議会と統合され、労働政
策審議会となった。 
本法には、命令制定に際して公聴会での

意見聴取規定はない。また、労働政策審議
会への意見聴取規定についても、労働災害
防止計画の策定及び変更に係るものを除き
設けられていないが、労働政策に関する重
要事項については労働政策審議会が調査審
議を行い厚生労働大臣等に意見を述べるこ
ととなっており 105、本法及びその命令の改
正については殆どすべて同審議会への諮問
がなされている 106。 
しかし、特に安全衛生に関しては、多く

の省内検討会等が設けられており 107、これ
ら検討会の報告書に基づいて省令案が作成
されることが多いようである。 
2.8 危害防止基準 
本法は、第 1 条において、職場における

労働者の安全と健康を確保するための手段
の筆頭に「危害防止基準の確立」を掲げて
いるが 108、以下述べるように、その中核と
なっているのが第 20 条から第 24 条までの
規定群であり、本条はその内容を具体化す
る重要な位置を占める。 
本稿では、本条及びそれが束ねる第 20 条

から第 26 条までの規定が本法に占める位
置を体系的に理解するために、以下、この
「危害防止基準」の概念を検討する。ただ
し、危害防止基準に関する法的問題―ひ
いては本法全体の構造については、非常に
詳細な検討を加えた文献として寺西輝泰
『改訂版 労働安全衛生法違反の刑事責任
―総論―』（日労研，2004 年）がある
ことから、本節ではできるだけ同書と重複
をしないよう、論点を絞り、又は別の観点
からの検討を行う。 

2.8.1 危害防止基準の概念 
「危害防止基準」の語は、本法では第 1

条（目的）にのみ現れるが、命令、通達等
で公式の定義はなされていない。それでも、
危害防止基準という語はしばしば使用され、
特に、労働安全衛生法の一部分を指してそ
う呼ぶ場合がある。しかし、この用語が具
体的に労働安全衛生法中どの部分を指すの
かということは、必ずしも自明ではない。 
そこで参考となるのが、労働安全衛生法

案の作成に中心的に携わった畠中信夫 109に
よる次のような解説である。 
危害防止基準 
労働安全衛生法第一条の目的規定の中

で、「労働災害の防止のための危害防止基
準の確立」というのが、職場における労働
者の安全と健康を確保するという同法の目
的達成のための方法の第一番目にあげられ
ている。 
この「危害防止基準」は、「墜落により

労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に
は、囲い、手すり、覆い等を設けなければ
ならない。（安衛則第五一九条第一項）」
などのように、特定の危害に対して特定の
措置を規定するというのが、通常のスタイ
ルであり、労働安全衛生法の目的を達成す
るために設定される関係者の具体的な行為
（作為又は不作為）基準として罰則でもっ
てその履行が強制される。 
この「危害防止基準」という文言は、非

常に使い勝手の良い言葉ではあるが、労働
安全衛生法では、この第一条にだけ出てく
る言葉である。それは、同法第二〇条から
第二五条までに規定するところに止まるも
のではなく、その字義通り、危険と健康障
害を防止するための基準ということであ
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り、機械等並びに危険物及び有害物に関す
る規制、あるいは作業環境測定、特殊健康
診断、安全衛生教育、就業制限などの規定
も含まれる広い概念としてとらえられる。 
この記述によると、少なくとも労働災害

の防止のために設定される関係者の具体的
な行為基準はすべて危害防止基準であると
いうことになる。ただ、この解説では「罰
則でもってその履行が強制」されるものに
限定するような書きぶりとなっているが、
本法には、罰則は付されていないが危害防
止のための一定の行為基準といえるものも
あるし（第 65 条の 2等）、本条に基づく省
令の規定の中にも努力義務のため罰則はか
からないがやはり一定の行為基準といえる
ものもある。厚生省労政局労働保護課長と
して労働基準法案作成を指揮した寺本廣作
110も、労働基準法旧第 45条に基づく旧安衛
則につき、「安全衛生基準の向上に資する
爲必要な場合には、勸吿的基準（advisory 
standard）（第五十九條、第百七十二條、
第二百四條等）を設け、嚴格な履行が要求
される義務的基準（obligatory standard）に
ついても…」111と述べており、努力義務で
あっても一種の基準として捉える見方があ
る。 
なお、これらの基準の義務主体、つまり

名宛人は、事業者である場合が多いが、こ
れを事業者に限定する必要は見当たらない。 
以上を踏まえ、本稿では、名宛人を問わ

ず、罰則の有無や、努力義務であるかどう
かに関わらず、労働災害の防止のために設
定される関係者の具体的な行為基準を「危
害防止基準」と呼ぶこととする。 
危害防止基準は、法律学や実定法によっ

て作られた法的枠組の中に、安全技術や安

全工学が反映されたものであるといえる。 
2.8.2 危害防止基準の法的枠組 
本節では、まず法的枠組に焦点を当てた

検討を行う。なお、危険源は、本来は安全
工学の概念だが、本法が法律本体で危険源
分類を行い法的枠組を形成している関係上、
ここで検討した。 
2.8.2.1 危害防止基準の「親」部分 
本法中にはあちこちに色々な危害防止基

準が散らばっているが、立法技術的にいえ
ば、その親（母体）となる第 20 条から第
24 条までの規定群があり、それ以外の危害
防止基準は、その親部分に対して名宛人を
「事業者」から変更若しくは拡張し、又は
規制の内容（危険源、保護方策等）を限定
したものであるということができる 112,113。 
この構造理解に基づき、危害防止基準の

親部分とそれ以外の部分がどのような関係
にあるかということを、表 15 に示した。 
表15 労働安全衛生法の危害防止基準の親
部分とそれ以外の部分との関係 
 規制内容の限定→ 

包括的 限定的 

名
宛
人
の
変
更
・
拡
張
↓ 

事
業
者 

親部分（第 20 条～
第 24 条） 

第 25 条（退避措
置）、第 59 条（教
育）、第 65 条（測
定）、第 66 条（健
康診断）等 

事
業
者
以
外 

第 26 条（労働者）、
第 4 章後半（元方事
業者、注文者等） 
※これらの規制対
象範囲にも若干限
定が認められるが
依然として広範で
ある。 

第 5 章（何人にも
適用、特定の機械
及び有害物）、第
61 条第 2 項（何人
にも適用、無資格
運転禁止）等 

なお、親部分に最も近い位置にある第 25
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条は、労働災害発生の急迫した危険がある
ときに事業者が労働者を退避させる等の義
務を規定したものであるが、これは原案に
はなく、衆議院社会労働委員会で可決され
た修正案 114により追加されたものである
（第 25 条を挿入したため原案第 22 条が第
21 条第 2項とされ、原案第 23 条～第 25 条
が第 22 条～第 24 条にずれたという経緯が
ある 115）。これは、第 25 条も親部分の規
制対象範囲を「急迫した危険」に限定して
分離したものといえる。実際、旧安衛則第
163条の34のずい道等の建設の作業におけ
る落盤等による急迫危険の際に使用者は直
ちに労働者を安全な場所に退避させなけれ
ばならないという義務規定は、労働基準法
旧第 42 条を委任元としており、労働省とし
ては原案どおりの安衛法に基づく新安衛則
で同様の退避規定を置くことが可能と考え
ていたと思われる。また、昭和 55 年法律第
78 号により追加された第 25 条の 2 も、同
様だろう。 
第 26 条については、同条の労働者の義務

が事業者の義務とは似て非なるものである
ということは 1.5.3 節で述べたが、それがあ
くまで名宛人の変更に相応したものであり、
規制対象範囲も依然として包括的であると
いう考えから、表 15 のとおり位置付けた。
第 4 章後半の元方事業者等に関する規定に
ついても同様である。 

本法の危害防止基準に親部分とそうでな
い部分があるという構造を理解すると、名
宛人が事業者であれば、例えば本法第 65 条
や第 66 条が存在しなかったとしても、事業
者による作業環境測定や健康診断の実施に
関する委任省令の規定を、同法第 4 章（具
体的には第 22 条）で読む

、、
98ことができ、逆

に、現在同法第 22 条で読んでいる特化則第
38 条の 4（作業記録）を、同法で独立条項
を設けてそれから委任することもできる、
と考えることができる。実際、旧特化則（昭
和 46 年 4 月 28 日労働省令第 11 号）第 29
条（環境測定）は、労働基準法旧第 42 条で
読んでいたものであり、本法制定時の際に
も環境測定は本法第 22 条で読むことも可
能であったが、第 65条として独立条文とな
ったという経緯もある。 
危害防止基準の親部分の各規定を構造化

して並べると、表 16 のようになる。 
表16 労働安全衛生法中危害防止基準の親
部分の対象範囲 
条
項 必要な措置の内容 

20 

機械、器具その他の設備
（以下「機械等」という。） 

による 

危
険 

を防止
するた
め必要
な措置 

爆発性の物、発火性の物、
引火性の物等 
電気、熱その他のエネル
ギー 

21
① 

掘削、採石、荷役、伐木
等の業務における作業方
法 

から生
ずる 

21
② 

労働者が墜落するおそれ
のある場所、土砂等が崩
壊するおそれのある場所
等 

に係る 

22 

原材料、ガス、蒸気、粉
じん、酸素欠乏空気、病
原体等 

による 
健
康
障
害 

放射線、高温、低温、超
音波、騒音、振動、異常
気圧等 
計器監視、精密工作等の
作業 
排気、排液又は残さい物 

24 労働者の作業行動 
から生
ずる 

労
働
災
害 

23 

労働者を就
業させる建
設物その他
の作業場に
ついて、 

通路、床面、階段等の保
全 に必要

な措置 換気、採光、照明、保温、
防湿、休養、避難及び清
潔 
労働者の健康、風紀及び
生命の保持 

のため
必要な
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ったという経緯もある。 
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措置 

このうち第 23 条は労働基準法旧第 43 条
をほぼ踏襲したものであり、それ以外は同
法旧第 42 条を細分化したものである（労働
基準法のこれらの条文は 2.4.1.3 節で引用
した）。 
第 23 条を除く条文には、機械、粉じん、

作業方法等といった色々な危険源が例示さ
れ、それによる「危険」「健康障害」又は
「労働災害」を「防止するため必要な措置
を講じなければならない」という書きぶり
となっている。第 23 条は、建設物その他の
作業場（これの中には危険源となるものが
あるが作業場の快適性に係るものもある）
に着目し、通路等の保全のほか健康及び生
命の保持、さらには工場法以来の「風紀」
の保持も付け加えている 116。 
2.8.2.2 危険源の概念とその分類 
この親部分の大きな特徴は、ここで危険

源 2が分類されていることである。 
この危険源分類は相当に網羅的で、リス

クアセスメントにおける危険源の同定のた
めに使用できる危険源分類一覧表としても
かなり有用であり、実際、平成 18 年 3 月
10 日付け基発第 0310001 号「危険性又は有
害性等の調査等に関する指針について」（通
称＝リスクアセスメント指針）117別添 3 に
示された危険源の分類例（一覧表）は、第
20 条から第 24 条までの規定を踏まえて作
成されたものである 118。 
リスクアセスメント指針その他 ISO等を

みても分かるとおり、危害防止のための保
護方策は、危険源を分類し、同定し、各危
険限に対してそれぞれ保護方策を検討して
講じていくこととなる。したがって、初め
に危険源分類を分類し、それを省令の章・

節・款に行くに従い細分化して体系化され
ている現行省令は、リスクアセスメントの
実施と相性が良い（ただ、法律本体で危険
源を分類すべき必然性はない）。もしこれ
を「事故の型」119,120で分類していたとした
ら、リスクアセスメント体系に整合せず、
使いづらかったのではないかと思われ、そ
もそも法令として体系化することも難しか
ったのではないだろうか 121。なお、リスク
アセスメントのための危険源分類法には唯
一のものがあるわけではなく、既存の様々
な分類法があり 118、また職場の状況など必
要があればアレンジすべきものである。た
だし、本法と類似の分類法（あるいはそれ
を細分化したもの）を使用すれば、リスク
アセスメントと本法遵守を同時に進めやす
いという利点がある。 
なお、いわゆる混ぜるな危険の問題（酸

化剤と還元剤の接触 122など）のように、2
つ危険源が組み合わさって危害を生じる場
合とそれに対する措置をどう位置づけるか
という問題があるが、これについての検討
は本稿では割愛する。 

ところで、第 20 条から第 25 条の 2まで
の規定で例示列挙されているものについて、
労働省労働基準局安全衛生部編『実務に役
立つ労働安全衛生法』（中央労働災害防止
協会，1993 年）123に「労働者の危害を防止
するため労働者が講ずべき措置について、
危険・有害の起因物

、、、
別に詳細な規定が置か

れ…」とあるように、危険源でなく「起因
物」と表現する向きもある。起因物 124,119

とは、労働行政による災害調査・統計で使
われてきた概念で、災害をもたらすもとと
なった物または環境等をいい、危険源に似
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た概念であるが、起因物分類コード表には
設備、粉じん、樹木、動物など物

、
だけが掲

げられているので、作業方法、作業行動等
は含まず、よって危険源とは異なる概念で
はないだろうか。また、「起因物」は災害
発生の起因となった

、、、
物というニュアンスが

感じられ、「未だ災害を引き起こしていな
くてもそこに潜んでいるもの」を意味する
危険源とはニュアンスの違いもあるかもし
れない。本稿では、リスクアセスメント指
針や ISO 等の概念に合わせ、「危険源」と
いう概念を主に使用する 2。 
2.8.2.3 親部分における危険源分類の交差
分類問題と序列化による解決 
法律本体レベルにおける危害防止基準の

親部分（第 20 条から第 24 条まで）の危険
源分類には、区分の一貫性 125がない。即ち、
交差分類となっている。 
したがって、実務上、省令等に規定され

ている危険源が、第 20 条から第 24 条まで
のどれで読まれるべきか 98が分からない場
合がある。 
例えば、車両系荷役運搬機械等の作業計

画について定める安衛則第 151 条の 3 第 1
項は、機械等（第 20 条）なのか作業方法（第
21 条第 1 項）なのか、分からない。さて、
この安衛則第 151 条の 3第 1 項は、『安衛
法便覧』では機械等（第 20 条）として分類
されている。思うに、これは、機械等を用
いて行う作業の作業方法よりも、機械等そ
のものの方が、より根源的な危険源（とい
うより、これが「危険源」2の本来の意味で
あるが）であるからそこに対応させるとい
う考え方によるものだと思われる。この考
え方は区分原理を「最も根源的なもの」と

修正し、危険源を序列化することで危険源
の区分の一貫性を担保する。もちろん、そ
のような考え方は法令中には書かれていな
いので、飽くまで 1 つの理論的な解釈方法
に過ぎないが 126、リスクアセスメントにお
ける保護方策の決定等に関する技術的観点
からすれば、より根源的なもの（本来の意
味での「危険源」）毎に分類する方が合理
的である。 
このような考えに基づいて本法第 20 条

から第 24 条までに掲げられた危険源につ
いて再考し、試行的であるが、表 17 のとお
り、その根源性に応じて 3 段階に分類した。 
表 17 労働安全衛生法第 20条から第 24条
までに掲げられた危険源の序列化（上にい
くほど根源的なものである） 

 安全 衛生 建設物等 

↑
根
源
的 

第 20 条 第 22 条 第 23 条 
第 21 条 

第 24 条 
まず第 20 条及び第 22 条に掲げられた危

険源は、最も根源的なものであると考えら
れる。したがって、これらに当てはまる危
険源は、これらに分類してしまう。例えば
「足場の高所で墜落のおそれのある場所」
は「場所」だから第 21条第 2項にも当ては
まるが、足場は「機械、器具その他の設備」
にも当てはまるから、より序列が上の第 20
条に分類するのである。 
次に、第 21 条が位置する。明らかに第

20 条に当たらないものとして、はい作業や
掘削作業がある。これは作業方法の誤り（は
いを雑に積み上げたり、地山をすかし掘り
をしたりという誤り）により危険が生じる
ことから、第 21 条第 1 項の作業方法による
危険ということにできる。また、崖っぷち
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の上で墜落のおそれのある場所は「機械、
器具その他の設備」ではないから第 21 条第
2 項の場所による危険ということになる。 
第 22 条は健康障害の防止であるが、健康

障害に係る有害要因は同条でほぼ網羅され
ており、第 23 条は建設物等に関する事項な
ので、順序づけが少し難しい。 
第 24 条は労働者の作業行動による労働

災害の防止である。「作業行動」について
は法令等での定義は見当たらないが、「作
業方法」という用語が別途第 21 条第 1 項で
使用されていることから、作業行動とは、
作業方法とも呼べないような身体の立ち振
る舞いや無意識に近いような行動、作業姿
勢等をいうと思われる。 
このような序列化を行うと、産業上の多

くの危険源が第 20 条から第 23 条までに分
類され（第 21 条でさえ少ない）、第 24 条
に分類されるようなものは自ずと少なくな
る。 
2.8.2.4 作業行動の規制と安全衛生教育等 

実は、『安衛法便覧』をみると、第 24 条
を委任元とする省令の規定が現在のところ
存在していない。この理由の 1 つとして、
第 20 条から第 23 条までに分類されない純
粋な作業行動を危害防止基準として定型化
することの困難さがあるといえる。作業行
動は労働者の身体の動きそのものであり、
事業者がこれを実力的にあるいはその他工
学的に管理することは容易ではないだろう。
しかしながら、作業行動による労働災害と
しては荷の持上げ動作による腰痛等が考え
られるが、そのような動作については適切
な運搬機械等の導入すること等は可能のは
ずだから、対象作業をうまく類型化する等

により、今後第 24 条に基づく省令の規定が
作られる可能性はある。 
なお、重量物取扱い、介護作業等におけ

る腰痛の予防は、作業姿勢（作業行動）に
よるところが大きいが、これは「職場にお
ける腰痛予防対策指針」127が通達で示され
ているが、省令での規定まではされていな
い。 
しかし、親部分から離れて本法全体を見

渡すと、労働者の作業行動の管理は、第 59
条（安全衛生教育）や第 61 条（就業制限）
等という別の形によって、確保が図られて
いるようである（例えば、事業者は労働者
を重量物取扱い、介護作業等に従事させる
場合は第59条第1項の規定により安全衛生
教育を行わなければならない）。なお、第
59条第 1項及び第 2項の規定による雇入時
及び作業内容変更時の安全衛生教育につい
ては、安衛則第 35 条で安衛令第 2 条第 3
号の業種（保健衛生業、飲食店、警備業な
ど労働災害の多い業種も含まれる）につい
て、なぜかその主要な内容の省略を許して
おり、不十分な規定となっているところ、
当該省略規定は、労働安全衛生規則等の一
部を改正する省令（令和 4年 5月 31 日厚生
労働省令第 91 号）第 3 条の規定により削除
され、令和 6 年 4 月 1 日に施行されること
となった。 
2.8.2.5 危険源分類の網羅性の不備問題 
本法の危害防止基準の親部分（第 20条か

ら第 24 条まで）に示されている危険源分類
には、基本的にはあらゆる種類の危険源が
網羅されていると想定されている 128。事実、
その分類体系は、上述のとおり、リスクア
セスメント指針通達の危険源分類例の参考
とされたほど、相当に網羅的である。 
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しかし、表 16 に現れている分類体系と、
表 18 に示したリスクアセスメント指針通
達の分類例を比較すると、前者の網羅性に
不備があると思われる。 
表 18 平成 18年 3月 10日付け基発第 031
0001号「危険性又は有害性等の調査等に関
する指針について」別添 3（危険性又は有
害性の分類例） 

危険性又は有害性の分類例 
1 危険性 
⑴ 機械等による危険性 
⑵ 爆発性の物、発火性の物、引火性の
物、腐食性の物等による危険性：「引
火性の物」には、可燃性のガス、粉じ
ん等が含まれ、「等」には、酸化性の
物、硫酸等が含まれること。  

⑶ 電気、熱その他のエネルギーによる
危険性：「その他のエネルギー」には、
アーク等の光のエネルギー等が含まれ
ること。  

⑷ 作業方法から生ずる危険性：「作業」
には、掘削の業務における作業、採石
の業務における作業、荷役の業務にお
ける作業、伐木の業務における作業、
鉄骨の組立ての作業等が含まれるこ
と。 

⑸ 作業場所に係る危険性：「場所」に
は、墜落するおそれのある場所、土砂
等が崩壊するおそれのある場所、足を
滑らすおそれのある場所、つまずくお
それのある場所、採光や照明の影響に
よる危険性のある場所、物体の落下す
るおそれのある場所等が含まれるこ
と。  

⑹ 作業行動等から生ずる危険性  
⑺ その他の危険性：「その他の危険性」

には、他人の暴力、もらい事故による
交通事故等の労働者以外の者の影響に
よる危険性が含まれること。  

2 有害性 
⑴ 原材料、ガス、蒸気、粉じん等によ
る有害性：「等」には、酸素欠乏空気、
病原体、排気、排液、残さい物が含ま
れること。  

⑵ 放射線、高温、低温、超音波、騒音、
振動、異常気圧等による有害性：「等」
には、赤外線、紫外線、レーザー光等
の有害光線が含まれること。  

⑶ 作業行動等から生ずる有害性：「作
業行動等」には、計器監視、精密工作、
重量物取扱い等の重筋作業、作業姿勢、
作業態様によって発生する腰痛、頸肩
腕症候群等が含まれること。  

⑷ その他の有害性 
表 16 の分類体系は、危険源を限定列挙し

て「等」を付したものに過ぎないため、例
えば、動物（危険性関係）、人間の暴力 129、
パワーハラスメント、自然災害等に関する
危険源が含まれないと解されるが 130、表 18
の分類では「その他の危険性」「その他の
有害性」という区分肢の導入により区分の
網羅性 125が保証されている。 
本法には、危険源を特定していない条文

もあり、例えば第 59 条第 1 項（安全衛生教
育）は、労働者が従事する業務に関する危
険源の種類を限定していない。実際、サフ
ァリパークで労働者（飼育員）がライオン
に噛まれた災害について、安全衛生教育に
不備があったとして同項違反が適用され、
事業者に罰金刑が科された事例がある 131。
しかし、表 16 の分類体系に動物が含まれて
いないため、今のところ、本条に基づく省
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令では動物について特に規定は設けられて
いない（もっとも、含まれていても、これ
に基づく省令の規定が実際に定められるか
は別の話であるが）。 
他に危険源を特定していない条項として、

第 25 条、第 30 条、第 61条、第 66 条等が
ある。なお、危害防止基準ではないが、第
99条の都道府県労働局長等の緊急措置命令
についても危険源を特定していない。 
したがって、実は、2.8.2.1 節で述べ、表

15 に示した「危害防止基準の親部分は包括
的で、そこから他の規定が派生しうる」と
いう本研究協力者の主張は、この親部分の
危険源分類における網羅性の不備という点
においては、誤りということになる。 
以上の検討を踏まえて本法全体を考える

と、表 16 に含まれていない危険源について
は、別に特別な規定がない限り、主に安全
衛生教育に委ねられており、動物、人間の
暴力、自然災害等については、「教育はす
るのであとは各自気をつけるように」とい
ったことになりかねない体系となっている
（ただし第 25 条は危険源を限定していな
いので退避させる義務はある。）。動物に
係る危害防止基準の設定可能性は別途検討
するとしても（保護方策を一律に定められ
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の回避が行われている。例えば安衛則では
木材加工用帯のこ盤とそれ以外の帯のこ盤
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ような保護方策が必要な物どうしをまとめ
て規定するという指針に沿ってなされるべ
きと考えられ、実際、本法の政省令でもそ
のようになっていると思われる。 
例えば、性状や中毒に類似性があって同

様の衛生管理が必要なものを「有機溶剤等」
としてまとめてそれに対する保護方策の一
体系が有機則であり、その中で、更に有害
性の程度等に応じて少しずつ異なった保護
方策を採用するため、第一種有機溶剤等、
第二種有機溶剤等といったように細分化さ
れている。 
また、必要に応じ、省令の改正により危

険源が更に細分化される例もある（図 6）。 
他方で、工作機械のストローク端につい

て規制していた安衛則旧第 112 条が、字句
を殆ど変えずに安衛則第 2 編第 1 章第 2 節
（工作機械）から同第 1 節（一般基準）に
移動し、あらゆる機械のストローク端に適
用されることとなった例もある。 
図 6 労働安全衛生規則の一部を改正する
省令（平成 25 年厚生労働省令第 58 号）に
よる粉砕機等の細分化 

 
2.8.2.7 規定の競合と特別関係 
形式的効力を等しくする 2 つの法令が、

一般法（ある事項について一般的に規定し
た法令）と特別法（一般法の対象とするあ
る事項と同じ事項のうち、特定の場合等を

限って、一般法と異なる内容を定めた法令）
の関係にある場合には、特別法が規律の対
象としている事項に関する限りにおいては、
特別法の規定がまず優先的に適用され、一
般法の規定は、それらの対象については、
特別法の規定に矛盾しない範囲内で、補充
的に適用されるとされており、これを特別
法優先の原理 133という。条項単位では同様
に一般規定と特別規定といい、また、この
ような関係を特別関係という 134。 
危害防止基準における特別関係の典型例

として、安衛則第 577条と有機則とがある。
これらはいずれも本法第 22 条から委任を
受けた省令であり形式的効力は等しいが、
安衛則第 577 条が有害物の蒸気等の発散抑
制等に関する一般規定であるのに対し、有
機則は有機溶剤という特別な事項を定める
特別規定と考えられるから、有機溶剤業務
については有機則が優先的に適用されるこ
ととなる。 
また、安衛則第 101 条第 1 項と同第 107

条も特別関係にある（2.8.3.5節参照）。 
しかし、安衛則第 101条第 1項と同第 151

条の 78 のように、判断に悩む例もある。 
労働安全衛生規則（昭和四十七年九月三十
日労働省令第三十二号） 

第二編 安全基準 
第一章 機械による危険の防止 
第一節 一般基準 

（原動機、回転軸等による危険の防止） 
第百一条 事業者は、機械の原動機、回転
軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者
に危険を及ぼすおそれのある部分には、
覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設け
なければならない。 

２～５ 〈略〉 
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第二節 コンベヤー 
（非常停止装置） 

第百五十一条の七十八 事業者は、コンベ
ヤーについては、労働者の身体の一部が
巻き込まれる等労働者に危険が生ずるお
それのあるときは、非常の場合に直ちに
コンベヤーの運転を停止することができ
る装置（第百五十一条の八十二において
「非常停止装置」という。）を備えなけ
ればならない。 

図 7 コンベヤーとその一部分であるプー
リー及びベルト 

 
安衛則第 101 条の適用対象である機械一

般に対し、コンベヤーは特別な事項である
が、安衛則第 101 条はよく見るとプーリー、
ベルト等の個々の危険部分について規制し
ており（図 7）、コンベヤーの一部分をな
すプーリーとベルトに適用されるとも読め
る。 
思うに、コンベヤーには安衛則第 101 条

第 1 項と同第 151 条の 78 の両方の規定が
適用されるだろう。なぜなら、そもそも、
安衛則第 101 条第 1 項の覆い等が安全防護
（2.8.3.2節参照）であるのに対し、同第 151
条の 78 の非常停止装置は付加保護方策と
いって、既に生じ始めた危害の程度を低減
し、又は切迫した危害を直前で防止するも
のに過ぎず、保護方策としては明らかに不
十分であり、本法第 20 条の趣旨に鑑みると、
コンベヤーだからといっての安衛則第 101
条第 1 項の適用を除外する意義は見出しに

くいからである。 
しかし、危害防止基準にこのような分か

りにくさがあることは事実であるから、危
害防止基準に安全技術をより明確かつ理論
的に取り込み、法令の適用関係を整理する
ことが望まれる。 
2.8.2.8 「危険」「健康障害」等の概念と
その分離 
表 16 を見ると、危害防止基準の親部分に

おいては、危険源だけが分類されているの
ではなく、一部、防止すべきものが「危険」
と「健康障害」に分かれている。 
第 23 条は「通路、床面…その他労働者の

健康、風紀及び生命の保持」というように
項目は多いが 1 条にまとめられており危険
と健康障害の防止をいずれも含む形であり、
第 24 条もまた「労働災害」として両方を含
む表現となっているが、第 20 条から第 22
条までについては、危険の防止（第 20 条及
び第 21 条）と健康障害の防止（第 22 条）
とに分かれ、それぞれに危険源が列挙され
ている。 
したがって、例えば、第 20 条は機械を規

定しているが、機械による振動障害は健康
障害であって危険の防止でないから、同条
ではなく第 22 条（安衛則第 576 条関係）に
振り分けられる。 
また、1 つの危険源であっても、危険と

健康障害の両方をひきおこすものは、危険
と健康障害のそれぞれについて防止措置を
規定する必要がある。 
例えば、有機溶剤はその殆どが引火性の

物にも該当するが 135、引火性の物としての
危険の防止は爆発・火災の防止は安衛則第
2 編第 4 章第 2 節（危険物等の取扱い等）
など、有機溶剤としての健康障害の防止は
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有機則という風に分けて規定されている。 
ところで、「労働災害」は第 2 条に定義

規定があるが、「危険」と「健康障害」に
ついては定義規定がなく命令や通達でも説
明はなされていない 136。また、「安全」、
「衛生」、「有害」、「疾病」などといっ
た用語についても同様に説明はなされてい
ない。 
本法令全体を見ると「危険の防止」は「安

全」と裏腹の関係にあり、「健康障害の防
止」は「衛生」という用語と裏腹の関係に
ある。また「健康障害の防止」は「健康」、
「有害」、「疾病」との関係も深そうであ
る。しかし、これらの用語の異同は、はっ
きりしない 137。 
ある事項が安全（危険の防止）か衛生（健

康障害の防止）かという問題は、安全衛生
管理体制、鉱山保安法の適用除外・特例等
との関係で、実務上は重要な解釈問題とな
る。 
危険と安全は負傷関係、衛生は健康障害

と疾病関係などと理解する向きもあるよう
だが、負傷による疾病もあるため、それほ
ど単純なことではない。この解釈問題につ
いて、労働省労働基準局編『労働法コンメ
ンタール 3 改訂新版 労働基準法 下』（労
務行政研究所，1969 年）138は、労働基準法
旧第 42 条の解説中で次のように検討して
いる。 
なお、本章においては「安全」「衛生」

とか「危険」「有害」という用語がしばし
ば用いられているが、これについて常識的
には危険な所には怪我が発生しやすく、有
害な所で働けば病気になり、またこのよう
な所は、安全に又は衛生的にしなければな
らない、というように使われているのであ

るが、これらの用語に関し法的な意義とし
ては、従来明確な解釈がなされていない。
しかし、これらの用語が本章の各条文中に
どのように用いられているかを検討してみ
ると、安全と衛生、危険と有害はそれぞれ
対応する概念として用いられており、これ
らによる結果的な現象として負傷又は疾病
が起こるものであるとして使われているこ
とがわかる。このような点から、これらの
関係を次のようにみることができる。すな
わち、「危険」と「有害」は、労働者が労
働の場において接触するところの物体又は
環境との相互の関係を現しているものであ
り、相互の関係が危険又は有害な状態にあ
る場合には、その結果として負傷又は疾病
が発生するものである。その物又は環境に
よる疾病の発生が必然性をもっている場合
は「有害」であるといい、この有害性を軽
減し、又は除去することによって疾病の防
止等を図ることが衛生であると考えられ
る。一方、負傷又は疾病の発生が蓋然性を
もっている場合は、「危険」といい、これ
らの蓋然性を軽減し、又は除去することに
よって結果として起こる負傷又は疾病の防
止等を図ることが「安全」の分野であると
考えられる。このような考え方を、具体的
な例に当てはめてみると、調帯の掛換えの
作業は調帯に巻き込まれる蓋然性があるの
で「危険」な作業であるといえ、びょう打
作業は難聴になる必然性をもっているので
「有害な作業」ということができる。また
鉱山等の切羽におけるせん孔作業は落磐、
肌落等の蓋然性があるので「危険」であり、
かつ、珪酸粉じんが飛散するためけい肺に
なる必然性があるので「有害」でもあると
いうことができる。同様の例としては、多
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減し、又は除去することによって疾病の防
止等を図ることが衛生であると考えられ
る。一方、負傷又は疾病の発生が蓋然性を
もっている場合は、「危険」といい、これ
らの蓋然性を軽減し、又は除去することに
よって結果として起こる負傷又は疾病の防
止等を図ることが「安全」の分野であると
考えられる。このような考え方を、具体的
な例に当てはめてみると、調帯の掛換えの
作業は調帯に巻き込まれる蓋然性があるの
で「危険」な作業であるといえ、びょう打
作業は難聴になる必然性をもっているので
「有害な作業」ということができる。また
鉱山等の切羽におけるせん孔作業は落磐、
肌落等の蓋然性があるので「危険」であり、
かつ、珪酸粉じんが飛散するためけい肺に
なる必然性があるので「有害」でもあると
いうことができる。同様の例としては、多
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量の高温物体を取り扱う業務は接触による
「危険」業務であり、また、熱線による熱
中症を起こす点から「有害」な業務でもあ
るわけである。 
この見解に対し、井上浩 139は次のような

批判・提案を行っている。 
例えば、チェンソーや穿孔機の作業は、必
然的に白ろう病や頸肩腕症を発生させるも
のではない。その作業時間や、従事期間や、
密度や、作業環境や、個人の体質等の各種
の要素がまざりあって発病するかどうかが
きまるのである。〈略〉必ずしも疾病発生
に必然性があるとはいいがたい。 
〈略〉「安全」とは、異常な現象が原因

で発生する労働災害から労働者を守ること
である。この「異常な現象」には、爆発や
崩壊等のように、労働者の働きかける対象
側に異常な現象が発生する場合と、作業姿
勢がくずれるとか、作業のリズムが狂うと
かいうように労働者側に異常な現象が生ず
る場合がある。このような異常な現象の結
果発生する労働災害を防止することが、安
全の問題である。〈略〉したがって、前述
した、管理特定化学設備に関する規定は、
特定化学物質等障害予防規則のなかにある
にもかかわらず、安全法規のほうに属する
ものと考えられる。というのは、それらの
規定は、いずれも「異常」化学反応等によ
って生ずる労働災害を防止するためのもの
だからである。 
〈略〉「衛生」とは〈略〉異常な現象以

外から発生する労働災害を防止することで
ある。例えば、粉じん作業から発生するじ
ん肺症を予防したり、チェンソーの使用か
らくる白ろう病を予防したりするのは、す
べて衛生の分野である。 

安全を「異常な現象」と割切り、井上の
いうとおり管理特定化学設備に関する規定
（第 3 類物質等の大量漏洩を防止するため
の規定で、現行特化則では第 18 条の 2 等関
係）を安全に分類するとすれば、これを衛
生としている従来の行政解釈 140と整合しな
い。しかし、平成 11年に発生した株式会社
ジェー・シー・オー東海事業所の臨界事故
に関して、本法に関し責任者が訴追され、
刑が確定したのは、第 11 条（安全管理者）
違反であった。判決文 141中本法違反につい
て認定された犯罪事実では、実行行為者で
ある所長 B が、「被告人会社 Aの業務に関
し，平成 11 年 6 月 29 日から同年 9 月 30
日までの間，常時 50人以上の労働者を使用
して核燃料物質の加工業を営む事業場であ
る東海事業所において，安全管理者である
C をして，スペシャルクルーの班員である
X 及び Y ら労働者に対し，核燃料物質の加
工工程における臨界の発生を防止するため
の形状制限，質量制限等の核的制限を遵守
するなどの安全のための教育を実施させず，
もって，安全に係る技術的事項を管理させ
なかった。」とされており、これは事業者
が安全管理者に法定事項を管理させなかっ
たという第 11 条第 1 項違反である。ここで
は、放射性物質の臨界防止教育が「安全」
教育だと解釈されたことになるが、これは、
電離則が衛生基準にあたるという従来（現
在も）の行政解釈 142と矛盾しうるものであ
るとともに、「臨界は異常な現象だから安
全関係であるとした」と解釈したとき、井
上の見解を支持するものとなる。 

ところで、1 つの危険源に対する保護方
策が、危険と健康障害の両方を同時に防止
することがある。 
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例えば、酸欠則第 6 条第 1 項は、事業者
は労働者が酸素欠乏症等にかかって転落す
るおそれのあるときに要求性能墜落制止用
器具等を使用させなければならないという
規定である。 
酸素欠乏症等防止規則（昭和四十七年九月
三十日労働省令第四十二号） 
（要求性能墜落制止用器具等） 

第六条 事業者は、酸素欠乏危険作業に労
働者を従事させる場合で、労働者が酸素
欠乏症等にかかつて転落するおそれのあ
るときは、労働者に要求性能墜落制止用
器具（労働安全衛生規則（昭和四十七年
労働省令第三十二号。以下「安衛則」と
いう。）第百三十条の五第一項に規定す
る要求性能墜落制止用器具をいう。）そ
の他の命綱（以下「要求性能墜落制止用
器具等」という。）を使用させなければ
ならない。 

２・３ 〈略〉 
これは転落による危険を防止すると同時

に、転落した先の場所（ピットの底など）
もまた酸素欠乏空気等で満たされている場
合に酸素欠乏症等（健康障害）も防止する
ものであるといえよう。これが危険の防止
なら、墜落のおそれのある場所ないし酸素
欠乏危険場所

、、
という意味で第21条第2項が

該当し、酸素欠乏空気等による健康障害の
防止という意味で第 22 条にも該当するが、
どちらをとるかで委任元条文が分かれてし
まうので混乱を生じる（もっとも、第 21 条
第2項も第22条も違反に対する罰則は同一
である。）。また、仮に第 21 条第 2 項と第
22条の両方から委任を受けていると考えた

場合は、酸欠則第 6 条第 1 項違反という 1
つの行為については常に、第 21 条第 2 項に
係る「～要求性能墜落制止用器具等を使用
させず、もって墜落のおそれのある場所に
係る危険を防止するため必要な措置を講じ
なかった」と第 22条に係る「～要求性能墜
落制止用器具等を使用させず、もって酸素
欠乏空気による健康障害を防止するため必
要な措置を講じなかった」という 2 つの犯
罪構成要件が成立する（少なくとも外観上
そのようにみえる）ので、罪数上の問題が
生じる 143。 
思うに、このような委任対応関係につい

ての混乱を避けるためには、何らかのルー
ルを定めるか、危険と健康障害とを法律本
体では敢えて区別しないという解決策も考
えられる。 
2.8.2.9 「健康障害」等の範囲 
第 22 条の健康障害と第 24 条の労働災害

（第 2 条で定義）の範囲については、いわ
ゆる職業病は当然含まれるが、作業関連疾
患（work-related disease，職業病と認定さ
れている疾患以外で一般人口にも出現する
が、作業環境と作業がその疾患の発症に著
しく寄与するもの、あるいは作業環境の中
で曝露する要因により著しく影響を受け、
疾病の発症に関連するものをいう）は含ま
れるのか、含まれるならどの程度含まれる
のかという問題がある。 
本法では第 68 条の委任を受けた安衛則

第 61 条第 1 項で「心臓、腎臓、肺等の疾病
で労働のため病勢が著しく増悪するおそれ
のあるものにかかつた者」の就業禁止規定
を置いているが、これには作業関連疾患も
含まれるだろう。また、平成 18 年には、作
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れている疾患以外で一般人口にも出現する
が、作業環境と作業がその疾患の発症に著
しく寄与するもの、あるいは作業環境の中
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れるのか、含まれるならどの程度含まれる
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業関連疾患である脳・心臓疾患の予防措置
として、第 66 条の 8等で一定時間を超える
長時間労働を行った労働者に対する医師に
よる面接指導制度を導入した。 
第 23 条では従来から健康及び生命の保

持といった幅広い概念で労働者の福祉を謳
っているが、第 22条の「健康障害」がどの
範囲まで及ぶかということは、省令制定権
限の適切な行使という行政法上の問題との
関連でも、重要な解釈問題となりうると思
われる。 
2.8.3 危害防止基準と安全技術 
本節では、危害防止基準（主に政省令の

レベル）と安全技術の概念との関係をみて
いく。 
危害防止基準は法令ではあるが、これを

安全技術の用語や体系に照らしてみていく
ことで、厖大な省令の規定を整理して捉え
ることができ、その欠陥も見つけやすくな
る。 
なお、安全技術では安全には衛生も含む

ことが多いので、本節では安全衛生のこと
を単に安全という。 
2.8.3.1 製品安全規格と労働安全衛生の関
係 
労働災害を引き起こす危険源には、職場

で生み出されるものもあるが、外部からも
たらされる原材料、生産設備その他の製品
から生じるものも多い。 
安全技術の体系化は、とりわけ国際的な

製品安全規格の作成という形で行われてき
た。現在、その中核となっているのが、
ISO/IEC Guide 51：2014（安全側面―規
格への導入指針）（JIS Z 8051：2015 とし
て日本語化されている。）であり、危害 144、
ハザード（本稿では「危険源」と呼んでい

る）2、リスク、リスクアセスメント、保護
方策等といった基本用語もこの規格で定義
されている。「保護方策」とは、危険源を
除去するか、又はリスク（危害の発生確率
及びその危害の度合いの組合せ）を低減さ
せるための手段又は行為と定義されている
（「リスク低減方策」ともいう。）。 
本法の危害防止基準の相当部分は、各種

危険源に対する保護方策で占められている。 
本来、保護方策は、製品又はシステムの

設計・製造段階から使用段階までに一貫し
て行われるものであり、製造者等（上流の
者）からユーザー（下流の者）まで複数の
主体にそれぞれ担うべき役割がある。特に、
ISO/IEC Guide 51 をはじめとする安全規
格では、主な義務主体は製品又はシステム
の製造・供給者であり、まず彼らが設計・
製造段階において最大限の保護方策を講じ、
これに対してユーザーは製造段階で除去で
きずに残ったリスクに対応するのが本来の
あり方である。 
しかし、本法において危害防止基準は労

働法の枠組み、即ち使用従属関係における
事業者を主たる義務主体としたものである
ことから、そこで製品安全規格との断絶が
存在するといえる 145。例えば、安衛則第 2
編第 3 節の 2 の食品加工用機械の構造基準
は事業者を名宛人とするものであるが、同
様の構造要件について製造・流通業者に義
務を課すような規定は（第 43 条を除いて）
本法には無いと思われる。それに加え、製
品安全規格を守った製品にも残留リスクが
存在することから、製品安全規格だけで労
働安全衛生を実施することはできない。し
たがって、その両方を体系的に位置付け、
実施するための枠組が必要である。 
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機械安全（製品安全の代表的分野といえ
る。）と労働安全の関係については、濱島
京子により体系的・理論的な研究がなされ
ており 146、そこでは労働安全を ISO Guide 
73及び ISO 31000によるリスクマネジメン
ト体系で整理し、ISO/IEC Guide 51をはじ
めとする機械安全規格体系その他建設など
他分野の労働安全体系その中に位置付ける
ことが提案されている。本稿ではこの提案
を検討し、本法とリスクマネジメント体系
との理論的な対照関係を論じることが望ま
しいが、時間の制約上そこまで調査が及ば
なかった（なお、この提案の具現化に際し
て考慮すべきと思われる概念として、2.14
節においてリスク創出者管理責任負担原則
について言及する。）。 
2.8.3.2 「4ステップメソッド」 
保護方策には、より本質的（根本的）な

ものと、より「対処療法的」なものや「小
手先」のものがある。危害を十分に防止す
るためには、できるだけ本質的な対策を検
討・実施し、それが不可能だったり、ある
いはそれでも少しリスクが残ったりしたと
きに 2 番手の方法を採ることになる。また、
1 つの対策だけでは十分な信頼性が得られ
ず、複数の方策を組み合わせる必要がある
場合が少なくない。 
リスクアセスメント指針は、事業者向け

の保護方策（ここでは「リスク低減措置」
という用語が使用されている）を次のよう
に 4 つに区分し、優先順位をつけて序列化
している 147。 
危険性又は有害性等の調査等に関する指針
（平成 18年 3月 10日危険性又は有害性等
の調査等に関する指針公示第１号） 
10 リスク低減措置の検討及び実施 

⑴ 事業者は、法令に定められた事項があ
る場合にはそれを必ず実施するととも
に、次に掲げる優先順位でリスク低減措
置内容を検討の上、実施するものとす
る。 
ア 危険な作業の廃止・変更等、設計や
計画の段階から労働者の就業に係る危
険性又は有害性を除去又は低減する措
置 

イ インターロック、局所排気装置等の
設置等の工学的対策 

ウ マニュアルの整備等の管理的対策 
エ 個人用保護具の使用 
⑵ ⑴の検討に当たっては、リスク低減に
要する負担がリスク低減による労働災
害防止効果と比較して大幅に大きく、両
者に著しい不均衡が発生する場合であ
って、措置を講ずることを求めることが
著しく合理性を欠くと考えられるとき
を除き、可能な限り高い優先順位のリス
ク低減措置を実施する必要があるもの
とする。 

⑶ なお、死亡、後遺障害又は重篤な疾病
をもたらすおそれのあるリスクに対し
て、適切なリスク低減措置の実施に時間
を要する場合は、暫定的な措置を直ちに
講ずるものとする。 
この⑴のうち、アがいわゆる本質的安全

設計（あるいは本質的安全設計方策）とよ
ばれるものである。イ～エは順に工学的対
策、管理的対策、個人用保護具の使用とい
われる。基本的には、できるだけアからエ
の順に保護方策を検討し、講じていくこと
が求められている。 
保護方策に関するこのような序列は「（危

険源に対する曝露の）管理のヒエラルキー」
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機械安全（製品安全の代表的分野といえ
る。）と労働安全の関係については、濱島
京子により体系的・理論的な研究がなされ
ており 146、そこでは労働安全を ISO Guide 
73及び ISO 31000によるリスクマネジメン
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とする。 
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をもたらすおそれのあるリスクに対し
て、適切なリスク低減措置の実施に時間
を要する場合は、暫定的な措置を直ちに
講ずるものとする。 
この⑴のうち、アがいわゆる本質的安全

設計（あるいは本質的安全設計方策）とよ
ばれるものである。イ～エは順に工学的対
策、管理的対策、個人用保護具の使用とい
われる。基本的には、できるだけアからエ
の順に保護方策を検討し、講じていくこと
が求められている。 
保護方策に関するこのような序列は「（危

険源に対する曝露の）管理のヒエラルキー」
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148、「リスク管理のヒエラルキー」149等と
呼ばれ、4 段階ではなく 5 段階に分ける場
合 148もある。また製品安全分野では製造・
供給者による本質的安全設計方策から安全
防護、使用上の情報までの 3 段階に分けて
「3 ステップメソッド」とされる 150。厚生
労働省の指針に関していえば、リスクアセ
スメント指針及び化学物質等による危険性
又は有害性等の調査等に関する指針（通称
＝化学物質のリスクアセスメント指針）151

が事業者を対象とし、機械の包括的な安全
基準に関する指針 152も製造者だけでなく事
業者も対象としているため、保護方策の序
列はいずれも同様の区分による 4 段階によ
るものとなっている。本稿ではこれを「4
ステップメソッド」ということとする。 
ただし、この優先順位は絶対的なもので

はない。例えば、実務上、信頼性の高い個
人用保護具の使用は、管理的対策に勝るこ
ともあると思われるからである。また、工
学的対策のため導入した設備が新たな危険
源となる場合もあり、当該設備の使用頻度
等を勘案するとそれより下位の保護方策に
よる方がリスクが低くなることもありえる
と思われる。 

4 ステップメソッドの思想は、本法の危
害防止基準にも現れている。例えば、有機
則は、まず有機溶剤業務に対して工学的対
策として密閉設備、局所排気装置等の設
置・使用を義務付け、工学的対策が困難な
場合又は作業が臨時の場合は、工学的対策
を緩和するとともに、個人用保護具の使用
を義務付けている。また、これらの保護方
策を補足する管理的対策として、原則とし
て試験研究業務を除くすべての有機溶剤業
務に係る作業ついて有機溶剤作業主任者の

選任等を義務付けている。では本質的安全
設計はどうなるかというと、有機溶剤を使
用しないか、風通しの良い屋外で使用すれ
ば「有機溶剤業務」ではなくなり、有機溶
剤の貯蔵等に関する規定を残して有機則全
体が適用されないこととなる。また、有機
溶剤等の消費量が一定量以下であれば、有
機則第 2 条又は第 3 条の規定により有機則
の相当部分が適用除外となる。このように、
有機則は概ね 4 ステップメソッドと整合し
ている。 
しかし、物の代替については特に慎重な

検討が必要である。有機溶剤など規制の対
象となっている有害物の代わりに、規制の
ない物に代替すれば、本法の危害防止基準
が適用されず、見かけ上は本質的な安全化
がなされたように思えるが、代替物がより
深刻な、又は未知の危険・有害性を有して
いることもあるからである。 

4 ステップメソッドは、安全基準にもみ
られる。例えば、安衛則第 519 条は第 1 項
で工学的対策、第 2 項で個人用保護具の使
用を定めている。これに対する本質的安全
設計として、高さを 2 メートル未満にして
リスクを軽減するか（「1 メートルは一命
とる」という言葉もあり、2 メートル未満
だからといって安全といわけではないが）、
「墜落により労働者に危険を及ぼすおそ
れ」を除去すれば、同条の適用を免れるこ
とができる。 
労働安全衛生規則（昭和四十七年九月三十
日労働省令第三十二号） 
（開口部等の囲い等） 

第五百十九条 事業者は、高さが二メート
ル以上の作業床の端、開口部等で墜落に
より労働者に危険を及ぼすおそれのある
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箇所には、囲い、手すり、覆い等（以下
この条において「囲い等」という。）を
設けなければならない。 

２ 事業者は、前項の規定により、囲い等
を設けることが著しく困難なとき又は作
業の必要上臨時に囲い等を取りはずすと
きは、防網を張り、労働者に要求性能墜
落制止用器具を使用させる等墜落による
労働者の危険を防止するための措置を講
じなければならない。 
なお、このほか、非常停止装置の位置づ

けや、上記の保護方策の概念に含まれない、
救護等の概念もあるが、本稿では割愛する。 
2.8.3.3 労働衛生の三管理 
労働衛生分野では、作業環境管理、作業

管理及び健康管理からなる労働衛生の三管
理 153という概念（表 19）がある（労働衛生
教育及び総括管理を加えて労働衛生の五管
理とする場合もある。）。 
表 19 労働衛生管理の概要（出典：輿重治
154） 
 使用から影響 

までの径路 
管理の内容 

管理の 
目的 

指標 判断基準 

作
業
環
境
管
理 

有害物使用量 

↓ 

発生量 

↓ 

気中濃度 

↓ 

代替 
使用形態，条件 
生産工程の変更 
設備，装置の負荷 

発生の抑
制 

環
境
気
中
濃
度 

管
理
濃
度 

 
遠隔操作 
自動化 
密閉 

隔離 

 
局所排気 
全体換気 
建物の構造 

除去 

作
業
管
理 

曝露濃度 

↓ 
体内侵入量 

↓ 

作業場所 
作業方法 
作業姿勢 
曝露時間 
呼吸用保護具 

侵入の抑
制 

曝露濃度 
曝露の限
界 

生物学的モ生物学的

反応の程度 
教育 ニタリング

の結果 
曝露指標
（BEI） 

健
康
管
理 

生活指導 
休養 
治療 
配置転換 

障害の予
防 ↓ 

健康影響 

健康診断の
ための検査
結果 

診断基準 

作業環境管理とは、作業環境における有
害因子の量を抑制し、作業環境を良好な状
態にととのえるよう管理することをいう。
具体的には作業環境測定、作業工程の設計、
有害物の密閉、設備による換気等が含まれ
る。 
作業管理とは、個々の労働者の有害因子

への曝露を減少させるよう管理することを
いう。生物学的モニタリング、作業行動の
改善、個人用保護具の使用、作業主任者に
よる指揮等が含まれる。 
健康管理とは、健康診断等により個々の

労働者の健康状態を把握し、疾病等がある
場合の進行・増悪の防止等をいう。 
このように、労働衛生の三管理は、作業

環境測定から有害物等の発散防止抑制措置、
作業主任者、個人用保護具、健康診断、疾
病管理等までを含み、本法ないし安衛則の
衛生基準や衛生関係規則の構造を最もよく
表す概念でもある。 

4 ステップメソッド（2.8.3.2 節）と労働
衛生の三管理を比較すると、両者は相互に
矛盾する概念ではないが、前者が保護方策
に限った概念であるのに対し、後者はマネ
ジメントまで含めたより広い概念である。
また、労働衛生の三管理が、保護方策のヒ
エラルキーを 4 ステップメソッドほど細か
く明確に示しているわけではないというの
も相違点の 1つである。 
2.8.3.4 仕様規定、性能規定等 
技術基準の設定にあたって要求事項をど
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箇所には、囲い、手すり、覆い等（以下
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２ 事業者は、前項の規定により、囲い等
を設けることが著しく困難なとき又は作
業の必要上臨時に囲い等を取りはずすと
きは、防網を張り、労働者に要求性能墜
落制止用器具を使用させる等墜落による
労働者の危険を防止するための措置を講
じなければならない。 
なお、このほか、非常停止装置の位置づ

けや、上記の保護方策の概念に含まれない、
救護等の概念もあるが、本稿では割愛する。 
2.8.3.3 労働衛生の三管理 
労働衛生分野では、作業環境管理、作業

管理及び健康管理からなる労働衛生の三管
理 153という概念（表 19）がある（労働衛生
教育及び総括管理を加えて労働衛生の五管
理とする場合もある。）。 
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作業環境管理とは、作業環境における有
害因子の量を抑制し、作業環境を良好な状
態にととのえるよう管理することをいう。
具体的には作業環境測定、作業工程の設計、
有害物の密閉、設備による換気等が含まれ
る。 
作業管理とは、個々の労働者の有害因子

への曝露を減少させるよう管理することを
いう。生物学的モニタリング、作業行動の
改善、個人用保護具の使用、作業主任者に
よる指揮等が含まれる。 
健康管理とは、健康診断等により個々の

労働者の健康状態を把握し、疾病等がある
場合の進行・増悪の防止等をいう。 
このように、労働衛生の三管理は、作業

環境測定から有害物等の発散防止抑制措置、
作業主任者、個人用保護具、健康診断、疾
病管理等までを含み、本法ないし安衛則の
衛生基準や衛生関係規則の構造を最もよく
表す概念でもある。 

4 ステップメソッド（2.8.3.2 節）と労働
衛生の三管理を比較すると、両者は相互に
矛盾する概念ではないが、前者が保護方策
に限った概念であるのに対し、後者はマネ
ジメントまで含めたより広い概念である。
また、労働衛生の三管理が、保護方策のヒ
エラルキーを 4 ステップメソッドほど細か
く明確に示しているわけではないというの
も相違点の 1つである。 
2.8.3.4 仕様規定、性能規定等 
技術基準の設定にあたって要求事項をど
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のように規定するかということに関し、仕
様規定、性能規定等といった分類概念があ
る。何を指し示すかという対象の微妙な違
いに応じ、「規定」の代わりに基準、規格、
要件という語を用いられることもある。 
仕様規定及び性能規定の概念を使用して

いる公的文書として、東京ラウンドにおい
て 1979 年に作成された貿易の技術的障害
に関する協定（略称＝TBT 協定）155の 2.4
がある。 
貿易の技術的障害に関する協定（昭和五十
五年条約第十一号） 

強制規格及び任意規格 
第二条 強制規格及び任意規格の

中央政府機関による立
案、制定及び適用 

中央政府機関に関し、 
2.4 締約国は、適当な場合には、デザイン
又は記述的に示された特性よりも性能に
着目して強制規格及び任意規格を定め
る。 

AGREEMENT ON TECHNICAL BAR-
RIERS TO TRADE 
Technical regulations and standards 
Article 2 Preparation, adoption and ap-

plication of technical regulations and 
standards by central government 
bodies. 

With respect to their central govern-
ment bodies: 

2.4  Wherever appropriate, Parties shall 
specify technical regulations and 
standards in terms of performance ra-
ther than design or descriptive charac-
teristics. 

同協定は、その後のウルグァイ・ラウン

ドにおいて 1994 年に改正され、旧 2.4 は
2.8と附属書3の I.に分けて規定されている
が 156,157、規定内容は大きくは変わっていな
い。 
これらの規定は、「仕様規定」、「性能

規定」という語そのものは使われていない
が、規格策定にあたってはなるべく仕様規
定よりも性能規定とすべしという趣旨の規
定であると解されている 158。同様の規定は、
政府調達に関する協定、環太平洋パートナ
ーシップ協定等にも存在する。 
なお、「仕様規定」と「性能規定」は、

TBT 協定等の表現に基づけば、それぞれ、
JIS Z 8002：2006（ISO/IEC Guide 2：2004）
（標準化及び関連活動―一般的な用語）
で定義されている「特性記述事項」と「動
作記述事項」に相当する概念だと思われる
（表 20）。 
表 20 特性記述事項と動作記述事項（JIS Z 
8002：2006，ISO/IEC Guide 2：2004 から） 

用語 定義 
特性記述事項 
(descriptive 
provision) 

目的適合性についての記述事
項であって，製品，プロセス又
はサービスの特性に関するも
の。 
注記 特性記述事項は，通常，
寸法及び材料の組成ととも
に設計，詳細構造などを示
す。 

動作記述事項 
(performance 
provision) 

目的適合性についての記述事
項であって，製品，プロセス又
はサービスの，使用中若しくは
使用に関連する動作に関する
もの。 

この JIS では performance は「動作」と
訳されているが、一般に performance は「性
能」と訳されることもある。 

TBT 協定のような考え方に基づき、仕様
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規定であった基準等を性能規定とすること
を「性能規定化」といい、色々な分野で規
制の性能要件化が行われている。 
本法における性能規定化の例として、平

成 15 年のボイラー構造規格の改正がある
159。当該改正の施行通達では、新旧規格の
相違点について「旧規格で定めていた仕様
に関する規定について、安全上必要な最低
限の規定を除き性能規定化を図ったこと。
ただし、最終的な安全確認を行う試験方法
に係る規定については、従前と同様の規定
を置いたこと。」と解説している。具体的
には、鋼製ボイラーの主要材料について、
旧規格では、第 1 条本文で「次の各号に掲
げる日本工業規格に適合したもの…又はこ
れらと同等以上の化学成分及び機械的性質
を有するものでなければならない。」とし、
同条各号列記部分で JIS Ｇ 3101（一般構造
用圧延鋼材）その他 30の JISを列挙してい
た（引用していた）のに対し、新規格では
第 1 条第 1 項で「鉄鋼材料又は非鉄金属材
料であって、最高使用圧力及び使用温度に
応じ、当該材料に及ぼす化学的影響及び物
理的影響に対し、安全な化学的成分及び機
械的性質を有するものでなければならな
い」と規定した上で、施行通達 159において
「例えば、次の材料がある」として旧規格
第 1 条各号に掲げられていた JIS を例示列
挙する方法をとった。この結果、新技術を
用いた自由度の高いボイラーの設計・製造
が可能になった。しかし、新規格第 2 条で
は、使用してはならない材料を定めるとと
もに、上記通達引用中の但書のとおり、最
終的な安全確認を行う試験方法に係る規定
については、従前と同様の規定を置いてお
り、また、ボイラーは落成検査（小型ボイ

ラーは個別検定）等で性能が担保される社
会的・技術的な仕組みがあることはボイラ
ーの性能規定への適合性の担保のための重
要な側面である。 

性能規定化の流れは化学物質管理の分野
にも見られる。旧有機則（昭和 35 年 10 月
13 日労働省令第 24 号）では、局所排出

、
装

置の性能につき、フードの型式に応じた一
定の制御風速を定め、即ち仕様規定により
規制していたが、旧特化則（昭和 46 年 4 月
28 日労働省令第 11 号）は、次のとおりフ
ードの外側における有害物の濃度を規定し
（具体的には、特定化学物質等障害予防規
則の規定に基づき労働大臣が定める値を定
める件（昭和 46 年 4月 28 日労働省告示第
27 号）で公示されている。）、それを超え
ないようなものとすべしという性能規定に
よる規制を行っている（現行特化則にも同
様の規制方法が引き継がれている。）。 
特定化学物質等障害予防規則（昭和四十六
年四月二十八日労働省令第十一号） 
（局所排気装置の要件） 

第六条 第四条第一項の局所排気装置は、
次の各号に定めるところに適合するもの
でなければならない。 
一～四 〈略〉 

２ 前項の局所排気装置は、そのフードの
外側における第二類物質のガス、蒸気又
は粉じんの濃度が第二類物質の種類に応
じ、労働大臣が定める値をこえないもの
とする能力を有するものでなければなら
ない。 
近年も、平成 23年の厚生労働省の職場に

おけるリスクに基づく合理的な化学物質管
理の促進のための検討会 160の報告書の中で
「化学物質管理において、事業者の自律的
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規定であった基準等を性能規定とすること
を「性能規定化」といい、色々な分野で規
制の性能要件化が行われている。 
本法における性能規定化の例として、平

成 15 年のボイラー構造規格の改正がある
159。当該改正の施行通達では、新旧規格の
相違点について「旧規格で定めていた仕様
に関する規定について、安全上必要な最低
限の規定を除き性能規定化を図ったこと。
ただし、最終的な安全確認を行う試験方法
に係る規定については、従前と同様の規定
を置いたこと。」と解説している。具体的
には、鋼製ボイラーの主要材料について、
旧規格では、第 1 条本文で「次の各号に掲
げる日本工業規格に適合したもの…又はこ
れらと同等以上の化学成分及び機械的性質
を有するものでなければならない。」とし、
同条各号列記部分で JIS Ｇ 3101（一般構造
用圧延鋼材）その他 30の JISを列挙してい
た（引用していた）のに対し、新規格では
第 1 条第 1 項で「鉄鋼材料又は非鉄金属材
料であって、最高使用圧力及び使用温度に
応じ、当該材料に及ぼす化学的影響及び物
理的影響に対し、安全な化学的成分及び機
械的性質を有するものでなければならな
い」と規定した上で、施行通達 159において
「例えば、次の材料がある」として旧規格
第 1 条各号に掲げられていた JIS を例示列
挙する方法をとった。この結果、新技術を
用いた自由度の高いボイラーの設計・製造
が可能になった。しかし、新規格第 2 条で
は、使用してはならない材料を定めるとと
もに、上記通達引用中の但書のとおり、最
終的な安全確認を行う試験方法に係る規定
については、従前と同様の規定を置いてお
り、また、ボイラーは落成検査（小型ボイ

ラーは個別検定）等で性能が担保される社
会的・技術的な仕組みがあることはボイラ
ーの性能規定への適合性の担保のための重
要な側面である。 

性能規定化の流れは化学物質管理の分野
にも見られる。旧有機則（昭和 35 年 10 月
13 日労働省令第 24 号）では、局所排出

、
装

置の性能につき、フードの型式に応じた一
定の制御風速を定め、即ち仕様規定により
規制していたが、旧特化則（昭和 46 年 4 月
28 日労働省令第 11 号）は、次のとおりフ
ードの外側における有害物の濃度を規定し
（具体的には、特定化学物質等障害予防規
則の規定に基づき労働大臣が定める値を定
める件（昭和 46 年 4月 28 日労働省告示第
27 号）で公示されている。）、それを超え
ないようなものとすべしという性能規定に
よる規制を行っている（現行特化則にも同
様の規制方法が引き継がれている。）。 
特定化学物質等障害予防規則（昭和四十六
年四月二十八日労働省令第十一号） 
（局所排気装置の要件） 

第六条 第四条第一項の局所排気装置は、
次の各号に定めるところに適合するもの
でなければならない。 
一～四 〈略〉 

２ 前項の局所排気装置は、そのフードの
外側における第二類物質のガス、蒸気又
は粉じんの濃度が第二類物質の種類に応
じ、労働大臣が定める値をこえないもの
とする能力を有するものでなければなら
ない。 
近年も、平成 23年の厚生労働省の職場に

おけるリスクに基づく合理的な化学物質管
理の促進のための検討会 160の報告書の中で
「化学物質管理において、事業者の自律的
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管理は重要であるが…すべての化学物質管
理を事業者の自律的な対応に委ねることは
困難である。そこで、国がリスク評価を行
い、健康障害を生ずるリスクが高い物質を
取り扱う作業については、最低基準として、
有機溶剤中毒予防規則…等…による規制を
行うことも必要である。しかし、これらの
特別規則に基づく措置を、工程が多様化・
複雑化する現場に即したより効果的・効率
的なものとするためには、措置を中心とす
る規定（仕様規定）から、措置の結果であ
る管理濃度を守ることを中心とする規定
（性能規定）に改めることが必要である。
そのため…一定の条件の下、事業者が事業
場の状況に応じて、自らの判断の下、より
多様な措置が選択できるよう性能規定化を
図ることが求められる。」という考え方が
示され、密閉設備、局所排気装置、プッシ
ュプル型換気装置等に限定する従来型の仕
様規定については「専門家の創意工夫によ
る自主的な管理の機会が十分与えられてこ
なかったとの指摘がある。また、局排等以
外の新たな発散抑制対策を導入しても法的
な措置義務を履行したとみなされないため、
技術開発に向けた意欲がそがれているとの
指摘もある。」とし、性能要件への適合性
を労働基準監督署長の許可制で担保するこ
とにより多様な発散防止抑制措置を導入す
べきことが提言され、これに基づき平成 24
年に有機則、鉛則及び特化則が改正され、
発散防止抑制措置特例実施許可の制度が創
設された 161。また、平成 25 年に策定され
た第 12 次労働災害防止計画 162でもこの改
正有機則等による化学物質管理の推進が謳
われた。 
その後、令和元年から約 2 年間にわたり、

厚生労働省の職場における化学物質等の管
理のあり方に関する検討会 163が開かれ、さ
らなる性能要件化を含む、化学物質の自律
管理という新たな規制枠組が提言され、安
衛則、有機則等が大幅に改正され、順次施
行されている。 
ところで、性能規定の語は、場合により

異なった意味で用いられることがあるので、
注意が必要である。 
仕様規定、性能規定といった用語は、建

築分野において特に頻繁に使用される概念
でもあるが、田中哮義（建設省建築研究所
企画調査課長）「性能規定と仕様規定の得
失」（社団法人日本建築学会『建築雑誌』
1278 号，1988 年）（以下「田中論文」と
いう。）164は、「仕様規定」、「性能規定」
のほかに「目的規定」を加えて 3 つの概念
について説明している。 
表21 建築法規における要求事項の規定の
仕方の 3分類 164（太字は原文ママ） 
 内容 
仕様規定 法規の目的を達成するための方法を，

材料の種類，寸法，形状，建設方法の
形で直接記述する。 

目的規定 達成すべき最終目標を言葉で記述す
る。“適切な”，“安全な”，“支障の無い”
等の表現を伴うことが多い。 

性能規定 達成すべき目的を正確かつ測定可能な
言葉で記述する。これは，物理的に意
味のある数値，試験の測定値等で示さ
れることが多い。 

田中論文には記述の根拠となる文献等が
特に示されていないため詳細は不明である
が、田中論文によると、この 3 分類に係る
建築規制の沿革は、概ね次のとおりだった
という。即ち、建築規制は仕様書的なもの
から始まったが、技術の発展に伴い、それ
は新しい開発を妨げるものとして産業側に
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不満が高まった。そこで被規制者に規制遵
守の具体的手法の自由度を与える目的規定
が用いられるようになり、それを補完する
ものとして仕様的指針等が作成された。し
かし目的規定による規制では、要求事項の
達成の有無が規定解釈上の問題として残り、
実際上、消費者は製品を黙って受け入れる
しかなかったことから、要求事項を明確化
した規定、即ち性能規定による規制がなさ
れるようになったとのことである。 
田中論文では、性能規定を「達成すべき

目的を正確かつ測定可能な言葉で記述す
る」と厳格に定義し、目的規定と区別して
いる。この考え方に基づけば、上述の旧特
化則における濃度による局排性能規制は性
能規定と言えるが、上述の新ボイラー構造
規格第1条第1項は目的規定に分類される。
もちろん、ボイラー構造規格は単なる規格
文書ではなく、法規性を有するものである
ことから「最高使用圧力及び使用温度に応
じ、当該材料に及ぼす化学的影響及び物理
的影響に対し、安全な化学的成分及び機械
的性質を有するものでなければならない」
等といった表現に対し、裁判所等により何
らかの正確かつ測定可能な解釈基準が示さ
れる可能性はあるが、そうでない限り、解
釈上の問題が残ることに変わりはない。 
昨今、「性能規定」という言葉が多用さ

れるが、同論文にいう目的規定の意味で使
われることもあることから、注意が必要で
ある。 
田中論文は、建築分野における仕様規定、

目的規定及び性能規定の各長短を表 22 の
ようにまとめている。 
表 22 建築分野における仕様規定、目的規
定及び性能規定の各長所及び短所（田中論

文 164を要約） 
 長所・短所 
仕様規定 長

所 
(a) 規制内容が正確に記述され理
解が容易であること。 
(b) 建築生産者・行政双方にとっ
て適合性確認が容易であること。 
(c) 自己完結的であるため他の文
献の参照が不要であること。 

短
所 

(a) 他の解決法を認めない硬直性
（新規開発の支障にもなりがち）。 
(b) 目的が述べられないので、緩
和規定があっても代替手段の正当
化が困難なこと。 

目的規定 長
所 

設計者が目的達成手法についての
完全な自由を得る。 

短
所 

適合性の証明が難しく、法執行上
も困難が多い（したがって設計者、
行政を含む一般に広範な理解・合
意が確立している場合のみ有効） 

性能規定 長
所 

(a) 意味が明確で理解しやすい。 
(b) 適合性確認が容易、建築検査
上も困難が少ない。 
(c) 性能達成方法が自由のため設
計の自由度、技術開発等を阻害し
ない。 

短
所 

(a) 設計側、行政側に高度な技術
的能力が必要とされる。 
(b) 性能基準の設定、性能の確認
のために高価な試験装置、研究所
等の科学的情報源が必要 
(c) 建物完成後に必要な性能が担
保されるか否かを、予め設計段階
で予測するための信頼できる設計
法を必要とする。 

田中論文は、その最後に、「建築法規の
規定形態としては性能規定が最も理想的」
としながらも、「建設行為はごく簡単な工
事から，非常に高度な技術や綿密な管理を
要する大規模で複雑な建物の建設までを含
む幅広い活動であり，関与する人の技術レ
ベルも様々」であり、「設計・行政上の時
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不満が高まった。そこで被規制者に規制遵
守の具体的手法の自由度を与える目的規定
が用いられるようになり、それを補完する
ものとして仕様的指針等が作成された。し
かし目的規定による規制では、要求事項の
達成の有無が規定解釈上の問題として残り、
実際上、消費者は製品を黙って受け入れる
しかなかったことから、要求事項を明確化
した規定、即ち性能規定による規制がなさ
れるようになったとのことである。 
田中論文では、性能規定を「達成すべき

目的を正確かつ測定可能な言葉で記述す
る」と厳格に定義し、目的規定と区別して
いる。この考え方に基づけば、上述の旧特
化則における濃度による局排性能規制は性
能規定と言えるが、上述の新ボイラー構造
規格第1条第1項は目的規定に分類される。
もちろん、ボイラー構造規格は単なる規格
文書ではなく、法規性を有するものである
ことから「最高使用圧力及び使用温度に応
じ、当該材料に及ぼす化学的影響及び物理
的影響に対し、安全な化学的成分及び機械
的性質を有するものでなければならない」
等といった表現に対し、裁判所等により何
らかの正確かつ測定可能な解釈基準が示さ
れる可能性はあるが、そうでない限り、解
釈上の問題が残ることに変わりはない。 
昨今、「性能規定」という言葉が多用さ

れるが、同論文にいう目的規定の意味で使
われることもあることから、注意が必要で
ある。 
田中論文は、建築分野における仕様規定、

目的規定及び性能規定の各長短を表 22 の
ようにまとめている。 
表 22 建築分野における仕様規定、目的規
定及び性能規定の各長所及び短所（田中論

文 164を要約） 
 長所・短所 
仕様規定 長

所 
(a) 規制内容が正確に記述され理
解が容易であること。 
(b) 建築生産者・行政双方にとっ
て適合性確認が容易であること。 
(c) 自己完結的であるため他の文
献の参照が不要であること。 

短
所 

(a) 他の解決法を認めない硬直性
（新規開発の支障にもなりがち）。 
(b) 目的が述べられないので、緩
和規定があっても代替手段の正当
化が困難なこと。 

目的規定 長
所 

設計者が目的達成手法についての
完全な自由を得る。 

短
所 

適合性の証明が難しく、法執行上
も困難が多い（したがって設計者、
行政を含む一般に広範な理解・合
意が確立している場合のみ有効） 

性能規定 長
所 

(a) 意味が明確で理解しやすい。 
(b) 適合性確認が容易、建築検査
上も困難が少ない。 
(c) 性能達成方法が自由のため設
計の自由度、技術開発等を阻害し
ない。 

短
所 

(a) 設計側、行政側に高度な技術
的能力が必要とされる。 
(b) 性能基準の設定、性能の確認
のために高価な試験装置、研究所
等の科学的情報源が必要 
(c) 建物完成後に必要な性能が担
保されるか否かを、予め設計段階
で予測するための信頼できる設計
法を必要とする。 

田中論文は、その最後に、「建築法規の
規定形態としては性能規定が最も理想的」
としながらも、「建設行為はごく簡単な工
事から，非常に高度な技術や綿密な管理を
要する大規模で複雑な建物の建設までを含
む幅広い活動であり，関与する人の技術レ
ベルも様々」であり、「設計・行政上の時
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間的，経済的効率性にも十分な関心が払わ
れなければならない」として、「法規は明
快であると同時に，仕様・目的・性能の 3
種の規定技術をその長短に応じて適切に使
い分けることにより上記のような条件に現
実に対応できるようなものであることが必
要」と結んでいる。田中論文の考え方は、
労働安全衛生分野にも共有できるものであ
り、とりわけ、目的規定が「設計者、行政
を含む一般に広範な理解・合意が確立して
いる場合のみ有効」という見解は、建築分
野よりも裾野の広い労働安全衛生分野にお
いて示唆的である。 
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かということは、適合性確認も重要な考慮
事項とした上で個別具体的な危険源の特性
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方策が規定されることがある。 
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護方策が義務付けられ、非定常作業におい
てそれよりも緩い保護方策が許容される傾
向にあるため、法規としては原則－例外の
関係が用いられることが多い。 
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定常作業時の足場用墜落防止設備（手すり
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いないこともある。安衛則第 101 条（原動

機、回転軸等による危険の防止）の機械の
回転軸等への安全防護規定は、安衛則第
107 条（掃除等の場合の運転停止等）等と
内容が競合するが、前者を定常作業に関す
る保護方策、後者を非定常作業に関する保
護方策とする原則－例外の関係にたつもの
と解される。 
定常作業だけを規定しているのかそうで

ないのか、明確でない場合もある。例えば、
「○○を使用する場合は、」という要件中
の「使用」は主たる用途のための使用なの
か、点検における試運転等も含むのか、ま
た「合理的に予見可能な誤使用」165も含む
のかという疑問がもたれる場合がある。更
に「○○を使用して作業を行うときは、」
という表現になると、「作業」という語が
追加されているので、より限定的に感じら
れる嫌いもある。もちろん、これらすべて
を含むというのは安全分野の常識ではある
が 166、法令又は通達で「使用」、「作業」
等の基本用語に明確な定義を与えることに
より、誰が読んでも明確なものとするか、
不要な言葉（要件）は削るべきである。 
ところで、非定常作業は、ときに無視さ

れる嫌いがある。例えば、エレベーター構
造規格をみると、その用途（人や物の搬送）
のための安全基準は厳しいが、昇降路内で
作業する点検員のことは考慮におかれてい
ない。 
荷物用エレベーターなどの昇降路内（図

8）においては、ピット深さが 2 メートル以
上のものもあり、安衛則第 519 条の適用が
あるが、墜落防護柵の設置は困難な場合が
あるとしても、墜落制止用器具の取付け設
備もないことがある。点検業者はその施設
の管理者でもエレベーター製造者でもない
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し（管理権原の問題は 2.14.3 節でも検討す
る。）、墜落制止用器具の取付け設備には
相当な強度が要求されるから、ピット内で
有効な墜落防止措置を講じるのは容易では
ない。また搬器側面の梯子や搬器上の手す
り等についても不十分（危険）な構造の物
が珍しくない。また、ピット内においてカ
ウンターウエイトが降下してくる位置に囲
いや表示などの安全対策が全く無い場合も
ある。点検労働者もエレベーターのある施
設で働く労働者も全く平等に扱うべきであ
るし、これらの対策は技術的にも困難では
ないから、エレベーター構造規格で規定す
べきだろう。 
図 8 荷物用エレベーターの昇降路内の概
略図（ガイドレール、乗場戸等は省略。こ
れはピット内に巻上機を置くタイプである
がその周辺も省略している。） 

 
思うに、非定常作業は、本法が最も重要

視すべき事項の 1 つである。なぜなら、エ

レベーターに例をとると、定常作業即ち主
たる用途である搬送時の安全（工事用エレ
ベーターを除く。）は公益法令である建築
基準法でも規制されているが、非定常作業
である点検等における安全については殆ど
本法だけが規制している。また、非定常作
業を行う点検業者において災害が発生して
も、それは公衆災害ではなく企業組織内部
のことであり、労働分野を除いては社会的
な関心が払われない。したがって、本法に
おける危害防止基準の設定においては非定
常作業に特に注意すべきであるとともに、
労働分野は、管理権原の観点から、他の名
宛人を規制する公益法令に対しても非定常
作業の安全に対する配慮を求めていく必要
がある。 
なお、使用従属関係を軸とする労働法で

危害防止を定める意義については 2.14.4 節
でも検討する。 
2.8.3.6 保護方策により生じる危害及び効
果の無い方策等 

4 ステップメソッド（2.8.3.2 節）はいわ
ば保護方策の信頼性を向上させるためのも
のであるが、信頼性以前にそもそも効果が
無い方策や、保護方策そのものによる危害
が考えられる。 
例えば、防毒マスクは労働者を中毒から

守るための保護方策であるが、同時に、面
体の材料によっては皮膚障害を引き起こす
ことが想定される。このため、防毒マスク
の規格第 3 条第 1 号では、顔面に密着する
部分については、皮膚に障害を与えない材
料を使用するよう定められている。また、
高所作業における墜落を防止するために設
置する作業床も、単に作業床を設けただけ
では墜落その他の危険が生じるため、手す
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り等の墜落防護その他の措置が安衛則第
563 条等で規定されている。 
また、全く誤った方策を講じることによ

り逆に重大な危険を生じることもあるだろ
う。酸欠則第 5 条では、酸素欠乏症の防止
のための換気措置が定められているが、第
2 項では、爆発火災や酸素中毒を引き起こ
さないよう、純酸素による換気が禁止され
ている。 

酸素欠乏症等防止規則（昭和四十七年九月
三十日労働省令第四十二号） 
（換気） 

第五条 事業者は、酸素欠乏危険作業に労
働者を従事させる場合は、当該作業を行
う場所の空気中の酸素の濃度を十八パー
セント以上（第二種酸素欠乏危険作業に
係る場所にあつては、空気中の酸素の濃
度を十八パーセント以上、かつ、硫化水
素の濃度を百万分の十以下）に保つよう
に換気しなければならない。ただし、爆
発、酸化等を防止するため換気すること
ができない場合又は作業の性質上換気す
ることが著しく困難な場合は、この限り
でない。 

２ 事業者は、前項の規定により換気する
ときは、純酸素を使用してはならない。 
また、疑似科学にもとづく方策又は非科

学的な方策、効果のない又は証明されてい
ない方策が講じられることもあるだろう。
効果のない方策等は、副作用がなくても、
効果のある方策の代替手段として採用され
た場合は、効果のある方策を結果的に排除
することもある。 
古くからある疑似科学としてはホメオパ

シー167,168などがあるが、近年では新型コロ

ナウイルス感染症の対策においても、殆ど
効果のない又は効果が証明されていない方
策や商品 169が普及し、感染予防方策に相当
な混乱を来したものと思われる 170。このよ
うな方策の排除も、危害防止基準に関する
重要な課題の 1 つである。 
2.8.4 立法事実に対する規制内容の適確
性の問題 
何らかの法的規律を必要とする社会的実

態を、立法事実という 171。本法の危害防止
基準の設定に際しては、本法の目的達成の
ため必要となる社会的実態をうまく類型化
し、適確な予防基準を設けなければならな
い。 
これは、省令制定権限の行使の適確性

（2.6 節参照）にも深く関わることだろう。 
2.8.4.1 規制対象範囲の適確性 

2.8.2 節では、本法の危害防止基準が規制
対象とする危険源について述べた。しかし、
実際の省令の規定を見てみると、危険源か
ら生じる同種の危険を包括的に規制せず、
そのごく一部しか規制していないものがあ
る。 
たとえば、チェーンソーによる切創事故

を予防するための下肢切創防止用保護衣の
着用について規定する安衛則第 485 条の規
制対象は「チェーンソーを用いて行う伐木
の作業又は造材の作業」であり、チェーン
ソーを用いたすべての作業を対象としてい
るわけではない。 
労働安全衛生規則（昭和四十七年九月三十
日労働省令第三十二号） 
（下肢の切創防止用保護衣の着用） 

第四百八十五条 事業者は、チェーンソー
を用いて行う伐木の作業又は造材の作業
を行うときは、労働者の下肢とチェーン
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ソーのソーチェーンとの接触による危険
を防止するため、当該作業に従事する労
働者に下肢の切創防止用保護衣（次項に
おいて「保護衣」という。）を着用させ
なければならない。 

２ 前項の作業に従事する労働者は、保護
衣を着用しなければならない。 
これについては、レスキュー活動でチェ

ーンソーを使用する消防機関で疑義が生じ、
消防庁から厚生労働省に照会がなされたが、
厚生労働省は「「流木」及び「家屋の柱や
梁などの木材」は、自立している状態の木
ではないことから、安衛則が適用される「立
木」には含まれない。ただし、当該作業に
従事する者の下肢とチェーンソーのソーチ
ェーンとの接触による危険を防止するため、
当該作業に従事する者にも下肢の切創防止
用保護衣を着用させることが望ましい。」172

等と回答している。チェーンソーは消防機
関のほか、建物解体や、造材以外の木材加
工にも使用されており、それらを規制から
除外する意義はないと思われることから、
単に「チェーンソーを取り扱うときは」あ
るいは「チェーンソーの運転により危険を
及ぼすおそれがあるときは」等という表現
を用い、包括的な規制とすべきではないだ
ろうか。 
はい作業について、「はい」の定義は安

衛令第 6条第 12 号で「倉庫、上屋又は土場
に積み重ねられた荷（小麦、大豆、鉱石等
のばら物の荷を除く。）の集団をいう。」
とかなり限定的に定義されており、建設現
場の置き場などは該当しない場合がある。 
このような不要な限定表現は枚挙にいと

まがなく、安衛則等省令の条項数に比して、
カバーできる危害が意外に少ないという結

果を生んでいる。これは、省令制定権限行
使の適確性という観点からも望ましくない
と思われる。 
本法の危害防止基準は「安全規則は先人

の血で書かれた文字である」と表現されて
きたように、実際に発生した災害の再発防
止策としてその都度追加されてきたものが
多いとされる。思うに、何らかの個別性を
有する災害の再発防止策をそのまま省令に
規定したのではないかと思われるようなも
のがある。上述の「チェーンソーを用いて
行う伐木の作業又は造材の作業」について
いえば、典型的林業事業場では確かに伐木
と造材に係る災害が主で、統計分類上もそ
のような類型が多くなるので、特に林業事
業者に限定してその対策を通達するのは理
解できなくもないが、この種の切創の危険
源はチェーンソーであって当該作業ではな
いから、当該作業以外を除外する合理性が
なく、立法事実の類型化に誤りがあると思
われる（ただし、この「作業」概念も、例
えばチェーンソーについて A 作業、B 作業
…という作業類型毎に異なる保護方策を講
じさせる必要があるときには、有用だろう）。 
もっとも、有機則、鉛則、粉じん則など

は業務列挙方式ないし作業列挙方式を取っ
ていた。これは、当時の時代背景や、法規
による規制可能性など諸事情を考慮すれば
やむを得ない面があった。これに対し、特
化則はその制定当初から、規制対象を特定
の業務等に限定しない許容濃度方式を基本
としているという違いがある 173。 
翻って、規制対象の定義の範囲が広すぎ

るという例もある。例えば、林業、農園、
鉱山等で使用される単軌条運搬機というも
のがある。単軌条運搬機は急傾斜地で使用
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のような類型が多くなるので、特に林業事
業者に限定してその対策を通達するのは理
解できなくもないが、この種の切創の危険
源はチェーンソーであって当該作業ではな
いから、当該作業以外を除外する合理性が
なく、立法事実の類型化に誤りがあると思
われる（ただし、この「作業」概念も、例
えばチェーンソーについて A 作業、B 作業
…という作業類型毎に異なる保護方策を講
じさせる必要があるときには、有用だろう）。 
もっとも、有機則、鉛則、粉じん則など

は業務列挙方式ないし作業列挙方式を取っ
ていた。これは、当時の時代背景や、法規
による規制可能性など諸事情を考慮すれば
やむを得ない面があった。これに対し、特
化則はその制定当初から、規制対象を特定
の業務等に限定しない許容濃度方式を基本
としているという違いがある 173。 
翻って、規制対象の定義の範囲が広すぎ

るという例もある。例えば、林業、農園、
鉱山等で使用される単軌条運搬機というも
のがある。単軌条運搬機は急傾斜地で使用
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されるモノレール式の運搬機械をいい、鉱
山保安分野では鉱業上使用する工作物等の
技術基準を定める省令（平成 16 年経済産業
省令第 97 号）第 14 条でその構造要件定め
られているれっきとした運搬機械だが、本
法ではこのようなものが定義されていない
ため、構造上、安衛則第 2 編第 2 章第 3 節
の軌道装置に該当してしまい、ほぼ水平面
上を走行することが想定されている軌道装
置の構造要件に違反してしまう。労働基準
行政の運用としては単軌条運搬機には同節
は適用しないこととしており 174、通達 175で
は林業機械の一種として認めているが、安
衛則でも正式に軌道装置から単軌条運搬機
を除外するか、別途構造要件等を定めるべ
きである。 
また、本法に基づく政省令では、その規

制対象について、安衛則第 101 条の「機械
の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベル
ト等」、同第 108 条の 2 の「研削盤又はプ
レーナーのテーブル、シエーパーのラム等」、
同第 147 条の「射出成形機、鋳型造形機、
型打ち機等」などといったように、外延的
表現と「等」を組み合わせて一定の具体性
と拡張解釈の可能性を持たせるような表現
が多用されている。これらについては一定
の拡張解釈は可能であるものの、外延的表
現が個別的に過ぎるためはっきりとした共
通点が見出しにくいこともあり、何が入る
か入らないかという境界は曖昧になる。 
思うに、これはできるだけ、内包的な表

現に改めることを検討すべきではないだろ
うか。例えば、安衛則第 147 条について検
討すると、JIS B 9711：2002（ISO 13854：
1996）（機械類の安全性―人体部位が押し
つぶされることを回避するための最小すき

ま）が押しつぶし（挟まれ）の危険源につ
いて次のような内包的定義を与えている。 

JIS B 9711：2002 
（ISO 13854：1996） 

機械類の安全性―人体部位が押しつぶさ
れることを回避するための最小すきま 

3.1 押しつぶしの区域（crushing zone） 
人体又は人体部位が押しつぶしの危険源

にさらされる区域。 
この危険源は次の場合に発生する。 
－ 二つの可動部が向き合って動く。又

は， 
－ 一つの可動部が固定部へ向かって動

く。 
このような表現を参考に、荷重の大きさ

や隙間の大きさ、出荷時の安全防護の状況
等を考慮して、安衛則第 147 条の規制対象
機械を「二つ以上の可動部が向き合って動
き、又は一つ以上の可動部が固定部へ向か
って動く機械であって労働者に危険を及ぼ
すおそれのあるもの」（プレス機械及び食
品加工用機械を除く）などと表現を改める
ことも考えられる。 
2.8.4.2 規制対象に対する予防措置の適確
性 
立法事実を類型化して得られた危険源な

どの規制対象に対しては、適確な予防基準
を設定する必要がある（2.8.3.4節等も参照）。 
本法が定める予防基準の内容をみると、

最も抽象的なものの例として、安衛則第
255 条と同第 576 条がある。 
労働安全衛生規則（昭和四十七年九月三十
日労働省令第三十二号） 
（火傷等の防止） 

第二百五十五条 事業者は、溶鉱炉、溶銑
炉又はガラス溶解炉その他多量の高熱物
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を取り扱う作業を行なう場所について
は、当該高熱物の飛散、流出等による火
傷その他の危険を防止するため、適当な
措置を講じなければならない。 

２ 事業者は、前項の場所には、火傷その
他の危険を防止するため、適当な保護具
を備えなければならない。 

３ 労働者は、〈略〉 
（有害原因の除去） 

第五百七十六条 事業者は、有害物を取り
扱い、ガス、蒸気又は粉じんを発散し、
有害な光線又は超音波にさらされ、騒音
又は振動を発し、病原体によつて汚染さ
れる等有害な作業場においては、その原
因を除去するため、代替物の使用、作業
の方法又は機械等の改善等必要な措置を
講じなければならない。 
安衛則第 225 条で定められているのは

「適当な措置」と「適当な保護具」だけで
あり、同第 576 条も「代替物の使用」その
他のいくつかの考え方を示してはいるが、
同 2 条はいずれも具体性がなく、仕様規定
でも性能規定でもない、抽象的な内容とな
っている（保護方策の優先順位も明示して
いない）。 
ただし、安衛則は単なる民間規格ではな

く法令であるから、その適用に際しては、
法解釈によりその要件を確定していくほか
ない。他方で、この規定内容について、効
果のない措置（例えば、同第 576 条でいえ
ば新型コロナウイルス感染症に罹る種々の
効果のない感染予防措置）や効果が不十分
な措置であっても「措置」をしているなら
同条には反しない、と解釈する向きもある
が、委任元である本法第 22 条の趣旨からし
ても当を得ないのではないだろうか。 

しかしながら、一般論として、危害防止
基準を定めるという本法の趣旨や省令制定
権限の適切な行使の観点からいえば、技術
的に可能な範囲で、何らかの仕様又は性能
を規定すべきである。 
これに対し、プレス機械や防爆構造電気

機械器具のように、3 ステップメソッドに
基づく構造規格等で厳格に規制されている
分野もある。 
最近、化学物質の自律管理という新しい

考えに基づき、安衛則が改正された。新安
衛則第 576 条の 2 では、リスクアセスメン
ト対象物に対する労働者の曝露程度の低減
措置が義務付けられることとなるが、そこ
には上記優先順位が明示されていない。こ
れに対し、全国労働安全衛生センター連絡
会議はウェブサイト上の記事 176で「「リス
ク管理のヒエラルキー」の原則は、労働に
関連したすべてのリスクに係る事業者の義
務の基本として、関係条文を整理したうえ
で、法第 4 章に規定されるのがふさわしい
と考えている。」との見解を示している。
これは重要な指摘であるが、上述のとおり、
保護具の方が管理的対策より信頼性が高い
場合も考えられ優先順位は絶対視できない
とともに、優先順位の強制は、より有害性
の高い（そしてその有害性がまだ確認され
ていない）物質への誤った代替を誘発する
おそれもある。しかし、優先順位について
何の規制もないと、信頼性の低い保護方策
に頼る事業者が増えかねない。法第 4 章に
おいて、この優先順位を考慮して合理的に
リスクを低減する保護方策を選択するよう
義務付けるべきではないだろうか。また、
同記事では「最小限度にするのは「ばく露
される程度」ではなく「リスク」としたほ
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を取り扱う作業を行なう場所について
は、当該高熱物の飛散、流出等による火
傷その他の危険を防止するため、適当な
措置を講じなければならない。 

２ 事業者は、前項の場所には、火傷その
他の危険を防止するため、適当な保護具
を備えなければならない。 

３ 労働者は、〈略〉 
（有害原因の除去） 

第五百七十六条 事業者は、有害物を取り
扱い、ガス、蒸気又は粉じんを発散し、
有害な光線又は超音波にさらされ、騒音
又は振動を発し、病原体によつて汚染さ
れる等有害な作業場においては、その原
因を除去するため、代替物の使用、作業
の方法又は機械等の改善等必要な措置を
講じなければならない。 
安衛則第 225 条で定められているのは

「適当な措置」と「適当な保護具」だけで
あり、同第 576 条も「代替物の使用」その
他のいくつかの考え方を示してはいるが、
同 2 条はいずれも具体性がなく、仕様規定
でも性能規定でもない、抽象的な内容とな
っている（保護方策の優先順位も明示して
いない）。 
ただし、安衛則は単なる民間規格ではな

く法令であるから、その適用に際しては、
法解釈によりその要件を確定していくほか
ない。他方で、この規定内容について、効
果のない措置（例えば、同第 576 条でいえ
ば新型コロナウイルス感染症に罹る種々の
効果のない感染予防措置）や効果が不十分
な措置であっても「措置」をしているなら
同条には反しない、と解釈する向きもある
が、委任元である本法第 22 条の趣旨からし
ても当を得ないのではないだろうか。 

しかしながら、一般論として、危害防止
基準を定めるという本法の趣旨や省令制定
権限の適切な行使の観点からいえば、技術
的に可能な範囲で、何らかの仕様又は性能
を規定すべきである。 
これに対し、プレス機械や防爆構造電気

機械器具のように、3 ステップメソッドに
基づく構造規格等で厳格に規制されている
分野もある。 
最近、化学物質の自律管理という新しい

考えに基づき、安衛則が改正された。新安
衛則第 576 条の 2 では、リスクアセスメン
ト対象物に対する労働者の曝露程度の低減
措置が義務付けられることとなるが、そこ
には上記優先順位が明示されていない。こ
れに対し、全国労働安全衛生センター連絡
会議はウェブサイト上の記事 176で「「リス
ク管理のヒエラルキー」の原則は、労働に
関連したすべてのリスクに係る事業者の義
務の基本として、関係条文を整理したうえ
で、法第 4 章に規定されるのがふさわしい
と考えている。」との見解を示している。
これは重要な指摘であるが、上述のとおり、
保護具の方が管理的対策より信頼性が高い
場合も考えられ優先順位は絶対視できない
とともに、優先順位の強制は、より有害性
の高い（そしてその有害性がまだ確認され
ていない）物質への誤った代替を誘発する
おそれもある。しかし、優先順位について
何の規制もないと、信頼性の低い保護方策
に頼る事業者が増えかねない。法第 4 章に
おいて、この優先順位を考慮して合理的に
リスクを低減する保護方策を選択するよう
義務付けるべきではないだろうか。また、
同記事では「最小限度にするのは「ばく露
される程度」ではなく「リスク」としたほ

分担研究報告書（森山誠也） 

681 

うが論理的である。」と指摘しているが、
これも非常に重要な指摘であると思われる。 
なお、安衛則第 34 条の 2の 8では、リス

クアセスメントの結果等を周知すべき対象
者について、リスクアセスメントの対象物
を製造し、又は取り扱う業務に従事する労
働者に限定しているが、当該業務に従事し
ていなくても対象物のガス、蒸気、粉じん
等に曝される労働者は存在することから、
そのような者に対しても周知させるべきで
はないだろうか。 
2.8.5 実効性確保 
本節では、危害防止基準に内在する実効

性確保上の特徴と諸問題について検討する。 
2.8.5.1 結果犯との比較 
一定の結果の発生を構成要件要素として

規定している犯罪を結果犯といい、結果の
発生を必要とせず行為者の一定の身体的挙
動のみが構成要件の内容となっている犯罪
を単純行為犯という 177。労働災害に関する
犯罪としてはしばしば業務上過失致死傷罪
と本法（の危害防止基準）とが比較される
が、前者は結果犯、後者は単純行為犯であ
る。 
結果犯である業務上過失致死傷罪の特徴

として、責任追及にあたっては行為と傷害
との因果関係を証明しなければならないが、
たとえ真に因果関係があったとしても、そ
れが常に証明できるとは限らない。 
特に、健康障害についてはこの証明が難

しいため、人の健康に係る公害犯罪の処罰
に関する法律（昭和 45 年 12 月 25 日法律
第 142 号）第 9 条では工場等が排出した有
害物質と危害との因果関係を推定する規定
まで設けられている。 
安全分野でも、例えば引火性の物のミス

トや可燃性の粉じんが静電気で爆発した事
故があり、誰かに静電気発生の防止に関す
る過失があったとしても、静電気は痕跡が
残らないことが少なくなく、捜査で因果関
係が証明できないこともあるだろう。 
翻って、本法は予防措置に係る単純行為

犯を定めているので、省令で定められた危
険源がありさえすれば事業者等に一定の措
置義務が生じ、当該措置義務を履行してい
なければ責任を問われることとなる。いう
までもなく、本法には、危害が現実化する
前にこれを予防しなければならないという
思想があるからである。 
したがって、労働災害を引き起こした一

定の作為又は不作為があった場合において、
業務上過失致死傷罪では処罰できない場合
でも、本法で処罰できる場合がある。本法
のこのような特徴が、本法の遵守ないし実
効性確保に資する面もあるといえる。 
また、因果関係の評価が容易でない健康

障害を、実際の被害発生と結びつけること
なく一定の分かりやすい予防基準をもって
事業者等に強制する意義は大きい。 
2.8.5.2 両罰規定による下級管理者の処罰
問題 

1.7.3 節では、名宛人を事業者とする規定
であっても、その違反罪の構成要件は両罰
規定により修正され、事業者（法人の場合
はその代表者等）から安全衛生管理の権限
を授権された労働者が処罰されることが少
なくないことを述べた。 
これを少し細かく見ていくと、どのよう

な地位にいる者にその授権がなされ、責任
者となりうるかということは、省令の各規
定の具体的規定振りに左右されることが分
かる。 
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最も分かりやすい例では、安全管理者等
の選任義務違反は、人事に関わるので、経
営者、事業場の長等相当の上級管理者が責
任を負うだろう。 
また、有機則違反を例にとると、局所排

気装置等の設置懈怠の行為者も、社長、工
場長等の上級管理者になる可能性が高い。
なぜなら、その設置には費用が掛かり、設
置を決定する権限は上級管理者にしかない
ことが多いからである。 
これに対し、労働者にマスクを着用させ

る義務は、場合によっては各作業場の職長
等の下級管理者が負う可能性も否定できな
い。マスクを着用させる義務とは、日頃か
ら労働者にマスクの着用を指導したり、着
用していない労働者を見つけたら直ちにマ
スクの着用を指示したりする義務である。
社長がこれを怠っていた場合は社長の責任
になるが、普段現場に来ることの少ない社
長が現場の職長等にこれを授権し、適正な
指導を行った（また有機溶剤作業主任者に
選任する等した）場合、当該現場の職長等
が責任を負うだろう。 
以上は不作為犯の場合であるが、作為犯

としては、例えば就業制限業務に就かせる
という違反行為があるが、この場合、下級
管理者であっても、現場トップの管理者で
あれば、現場において無資格の労働者を就
業制限業務に就かせれば、行為者となりう
る。他方で、もし、現場における就業制限
業務の有無や労働者の資格の確認義務を事
業者の経営トップに課せば、その責任が下
級管理者に下ることは少なくなるだろう。 
本法を真の事業者規制として運用するた

めには、省令による危害防止基準の設定の
際に、その適用において両罰規定により行

為者がいたずらに下級管理者へ下ることの
ないよう、その規定内容や語句を慎重に検
討する必要がある。また、現行省令におい
て責任が下級管理者まで下ってしまってい
る規定群があれば、これらを改正すること
により上級管理者が責任を負うような規定
へと改正することも検討すべきではないだ
ろうか。 
役員等の上級管理者に刑事責任を引き上

げる方法として、事業者にリスクアセスメ
ント義務を課す方法が考えられるが、これ
については 2.8.5.3 節で述べる。同じ目的を
達するための方法として、このほか、下級
管理者が行為者である場合でも行為者では
なく役員等の管理者に転嫁罰を課す方法や、
危害防止基準違反等に過失罪を導入する方
法も考えられるが、その検討は本稿では割
愛する。 
2.8.5.3 リスクアセスメントと刑事責任 
本法の主たる義務主体は事業者であるが、

本法違反があったとき、2.8.5.2節で述べた
ように両罰規定により下級管理者が行為者
となる例（殆どの例で両罰規定により業務
主も罰金刑を受けるが、代表者をはじめと
する役員等は刑を受けない。）が後を絶た
ないほか、そもそも事業者を構成する人間
が無知や未調査を理由として誰も危険源を
把握できておらず、刑事責任が追及されな
い例も多い。 
しかし、事業者がリスクアセスメントを

行うことは、この 2 つの問題を同時に解決
する可能性がある。 
まず、下級管理者が処罰される原因には、

一般に、危険源の把握や対処が下級管理者
の責任とされており、上級管理者（特に役
員など）はその存在さえも認識していない
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最も分かりやすい例では、安全管理者等
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これに対し、労働者にマスクを着用させ

る義務は、場合によっては各作業場の職長
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げる方法として、事業者にリスクアセスメ
ント義務を課す方法が考えられるが、これ
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本法違反があったとき、2.8.5.2節で述べた
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する役員等は刑を受けない。）が後を絶た
ないほか、そもそも事業者を構成する人間
が無知や未調査を理由として誰も危険源を
把握できておらず、刑事責任が追及されな
い例も多い。 
しかし、事業者がリスクアセスメントを

行うことは、この 2 つの問題を同時に解決
する可能性がある。 
まず、下級管理者が処罰される原因には、

一般に、危険源の把握や対処が下級管理者
の責任とされており、上級管理者（特に役
員など）はその存在さえも認識していない
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場合がある。この場合、上級管理者には危
険性や有害性についての認識がなく、した
がって違反行為の故意が無いから、本法の
危害防止基準違反の刑事責任の対象にはな
りえない。しかし、事業者がリスクアセス
メントを実施し、危険源についての網羅的
な情報を役員等上級管理者が共有し、危害
防止基準の実施状況も管理すれば、事業の
実施を統括する上級管理者（安全衛生に要
する経費の支出の決定等を行うことができ
る者でもある。）が責任を負うこととなり、
本法の趣旨に合致する。 
次に、無知や未調査等を理由とする未把

握は、リスクアセスメントが、危険源分類
表等を利用した危険源の網羅的な特定を要
求していることによる解決が期待される。
例えば、酸素欠乏危険場所は、安全衛生に
関する知識に乏しい者にとってはそれとわ
からない。このため、最初に酸欠となった
者とそれを助けに行った者の合計 2 人以上
が被災することも珍しくない。また、いか
に安全衛生に詳しいベテラン技術者であっ
ても、あらゆる危険源を網羅的に知り尽く
している人は少ない。したがって、危険源
の特定を能動的に行うリスクアセスメント
は、危険源の未把握を大幅に減らし、実効
性確保の観点でいえば、事業者にその管理
責任を負わせる効果を期待できる。 
しかし、それでも、リスクアセスメント

の実施を懈怠すれば、依然としてこの 2 つ
の問題は解決されないことから、リスクア
セスメントの実施そのものを罰則付きで強
制することも検討する必要があるだろう。 
なお、鉱山保安法第 18 条及び第 19 条で

は、鉱業権者にリスクマネジメント義務を
課し、その一環であるリスクアセスメント

の結果に基づく保安規程を保安委員会での
審議を経て作成し、経済産業大臣に届け出
なければならないと罰則付きで定めている。
同法逐条解説 178ではその趣旨が「国がすべ
ての鉱山について危険を把握し、これを回
避するための措置を講ずべきことを鉱業権
者に命ずるには限界があり、むしろ、鉱山
の現況を最も熟知している鉱業権者に危険
の把握と保安確保措置の立案及びその実施
を行わせて、各鉱山の実態に則した保安確
保措置を保安規程に定めさせ、国が全鉱山
に共通して求めている最低限の義務の水準
を超えて、より高次の保安のための措置を
講じさせることが適当であることから、本
法において、明確に、リスクマネジメント
について規定したものである。」と解説さ
れている。 
2.8.5.4 行政制裁 
事業者責任をより純粋な形で明確化する

方法として、刑罰によらず、故意や行為者
如何によらない過料等の行政上の制裁を定
めることも検討すべきだと思われる。 
2.9 国際労働基準との関係 
本条に基づく省令の規定の中には、ILO

条約の国内担保法となっているものもあり、
このような規定の改廃については、条約の
規定と矛盾しないように行われなければな
らない。 
例えば、安衛則第 29 条は、機械の防護に

関する条約第 11 条の国内担保法となって
いる。 
なお、同条約第 2 部（第 2 条～第 5 条）

の内容は別途、本法第 43条で規定され、そ
の細目を個別に省令に委任している。これ
は名宛人が異なるからである。 
また、燐寸製造ニ於ケル黄燐使用ノ禁止
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ニ関スル千九百六年ベルヌ国際条約は本法
第 55 条が国内担保法となっているがその
要件の一部を政令と省令に委任している。 
船舶ニ依リ運送セラルル重包裝貨物ノ重

量標示ニ關スル条約（第 27 号）は本法第
35 条が国内担保法となっているが、これは
自己完結型（表 12）の規定となっている。 
2.10 運用（適用の実際） 
本条の命令委任規定及び公益法令配慮規

定としての運用状況は既に述べたとおりで
ある。 
本条に基づいて具体的事項を省令に委任

している第 20 条から第 26 条までの規定の
詳細は、各本条の逐条解説（第 26 条につい
ては 1.14 節のとおり）に委ねることとし、
本節では、若干の統計資料と公衆災害を契
機とする刑事裁判例及び送検事例を紹介す
るにとどめる。 
2.10.1 定期監督等実施状況・法違反状況
（統計） 
平成23年から令和2年までの労働基準監

督機関による定期監督等（申告監督及び再
監督は含まれない）において、本条に基づ
いて具体的事項を省令に委任する第 20 条
から第25条の2までの規定違反が確認され
た事業場の数は表 23 のとおりである。 
表23 労働基準監督機関による定期監督等
における労働安全衛生法第 20 条から第 25
条の 2 までの規定違反が確認された事業場
数 
 定期監督

等実施事
業場数 

同違反事業場数（労基法等含 
む） うち第20条～第25条の2 

安全基準 衛生基準 

平成 23 年 132829 89586 23116 3092 

平成 24 年 134295 91796 25878 4647 

平成 25 年 140499 95550 25074 5115 

平成 26 年 129881 90151 25645 6571 

平成 27 年 133116 92034 25474 7540 

平成 28 年 134617 89972 23664 7034 

平成 29 年 135785 92695 23816 6080 

平成 30 年 136281 93008 24165 5134 
平成 31 年 
令 和 元 年 134981 95764 23604 4591 

令和 2 年 116317 80335 22432 4148 

註 労働基準監督年報 59（平成 23年から令
和 2 年まで）の統計表「定期監督等実施
状況・法違反状況」による。1 つの事業
場に安全基準違反と衛生基準違反の両方
がある場合は両方に集計されている。な
お、参考のために各年の定期監督等実施
事業場数及び同違反事業場数を記載した
が、すべての定期監督等で安全衛生につ
いての調査を行っているわけではないた
め、この表は、定期監督等実施事業場の
うち安全基準（又は衛生基準）違反が存
在する事業場の割合を示すものではな
く、あくまで定期監督等で覚知・指導す
ることとなったものを集計したというこ
とにすぎない。 
申告監督及び再監督については、条文毎

の違反件数が集計されていないため件数は
不明である。 
人事委員会等が労働基準監督を行う非現

業等の地方公務員に関する状況など、労働
基準監督官が監督を行わない領域における
状況については時間の制約上、調査が及ば
なかった。 
2.10.2 送検状況（統計） 
平成 23 年から令和 2年までの第 20 条か

ら第 25 条までの違反事件の労働基準監督
官による送検事件件数は表 24 のとおりで
ある。ただし、これは各送検事件の主条文
のみを集計したものであり、例えば第 20条
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状況・法違反状況」による。1 つの事業
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がある場合は両方に集計されている。な
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在する事業場の割合を示すものではな
く、あくまで定期監督等で覚知・指導す
ることとなったものを集計したというこ
とにすぎない。 
申告監督及び再監督については、条文毎

の違反件数が集計されていないため件数は
不明である。 
人事委員会等が労働基準監督を行う非現

業等の地方公務員に関する状況など、労働
基準監督官が監督を行わない領域における
状況については時間の制約上、調査が及ば
なかった。 
2.10.2 送検状況（統計） 
平成 23 年から令和 2年までの第 20 条か

ら第 25 条までの違反事件の労働基準監督
官による送検事件件数は表 24 のとおりで
ある。ただし、これは各送検事件の主条文
のみを集計したものであり、例えば第 20条
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違反と第 21 条違反を併せて事件した事件
であってもいずれか片方だけが主条文とし
て計上されているので注意されたい。 
なお、第 24条違反については委任省令が

存在しないこともあって各年 0 件であるた
め省略した。 
表24 労働基準監督官による労働安全衛生
法違反及びうち同法第 20 条から第 25 条の
2 までの違反の送検事件件数（主条文） 
 労働安全衛生法違反全体 

 うち（条文番号） 
20 21 22 23 25 25の 2 

平成 23 年 542 163 140 8 1 0 0 

平成 24 年 614 151 168 8 8 0 0 

平成 25 年 560 179 156 11 7 0 0 

平成 26 年 628 199 173 9 1 0 0 

平成 27 年 550 18 140 9 1 1 0 

平成 28 年 497 135 135 11 6 0 0 

平成 29 年 474 159 125 10 3 0 0 

平成 30 年 529 169 148 13 4 0 0 
平成 31 年 
令和元年 469 149 130 19 4 0 0 

令和 2 年 505 164 153 15 0 0 0 

註 労働基準監督年報 59（平成 23 年から令
和 2 年まで）の統計表「送検事件状況」
による。同表では 1 事件で複数の被疑条
文がある場合には、その主たる被疑条文
により件数を計上している。したがって、
本条が被疑条文に含まれている場合であ
ってもそれが主たる被疑条文でない場合
は計上されていないことに注意された
い。また、これは労働基準監督官が送検
した事件のみを集計したものである。 
通常司法警察員が送検したものや検察官

認知・直受等の事件については、検察統計
において本法違反事件全体の集計はなされ
ているが、条文毎の情報は不見当であった。 

2.10.3 刑事裁判例・送検事例（公益関係） 
公衆災害を契機として労働基準監督署が

本法違反の捜査を行い、罰則が適用された
例がある。 
平成 28 年 10 月 14 日、東京都港区のマ

ンションの大規模修繕工事において、仮設
足場の組立解体を行っていた下請会社の作
業員が資材を地上に下ろす際、筋交いに資
材をぶつけた衝撃で幅 3センチ、長さ約 1.8
メートルの足場材が外れ、落下物を受け止
める防護板が撤去された部分をすり抜けて
落下し、30メートル下の地上でその直撃を
受けた通行人が死亡した 179,180。これは労働
災害でなく公衆災害であるが、三田労働基
準監督署は、平成 30 年 1月 16 日、同社と
作業責任者を本法第 20 条（安衛則第 567
条）違反で書類送検した 181。令和元年 5月
21 日、東京地方裁判所は同社に罰金 50 万
円、同作業責任者に業務上過失致死傷罪と
併せ禁錮 1 年 6 か月（執行猶予 4 年）の判
決を言い渡し、同作業責任者が作業前点検
を目視のみで済ませており、責任者として
あまりにずさんだと指摘した 182。この事件
では、元請会社の現場監督も業務上過失致
死傷罪で送検され、令和 2 年 3 月 3 日、東
京地方裁判所は同現場監督に禁錮 1 年 4 か
月（執行猶予 4 年）の有罪判決を言い渡し
た 180。 
一般論として、足場の解体作業を行う際、

解体前の足場材がしっかり取り付けられて
いなければ、足場材が不意に落下し、下に
いる労働者に危険を及ぼすおそれがあるた
め、そのようなことが起きないよう、作業
開始前に点検を行う必要がある。これを怠
れば、場合によっては一般公衆にも危険を
及ぼすことがあるため、この点検措置は、
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公益にも資するものであるといえる。 
また、起訴の有無は未確認だが、平成 24

年 3月 19 日、埼玉県松山市のマンション補
修工事現場で保育園児 22 人の列に高さ約
10 メートル、縦横約 1.8 メートルの鋼製仮
設足場が、壁つなぎ等が設けられていなか
ったため倒れ、園児 2 人がその下敷きにな
り死傷した公衆災害 183, 184に関連し、同年
12 月 20 日、川越労働基準監督署が、下請
業者として足場の組立等を請け負った会社
とその社長を本法第 14 条違反（高さ 5 メー
トル以上の足場の組み立てを行った際に足
場の組立て等作業主任者を選任していなか
った）の疑いで、書類送検した例がある 185。
この災害に関して埼玉県警察が元請会社の
社長ら 3 人を業務上過失致死傷罪により送
検し、平成 27 年 4 月 28 日、さいたま地方
裁判所は同罪で同社長に禁錮 2 年（執行猶
予 4 年）、外 2 人に禁錮 1 年 6 月（執行猶
予 3年）を言い渡した。 
2.11 鉱山における保安及び船員 
2.11.1 鉱山における保安 
鉱山における保安は、本法（第 2 章を除

く）の適用を受けず、その代わり鉱山保安
法（昭和 24 年 5 月 16 日法律第 70 号）の
適用を受ける。同法の主たる名宛人は鉱業
権者である。 

鉱山保安法第 1 条に謳われている同法の
目的は鉱山労働者に対する危害及び鉱害の
防止による鉱物資源の合理的開発であると
ころ、同法第 3 条で定義された「保安」の
筆頭に掲げられているのは「鉱山における
人
、
に対する危害の防止」（制定当初からで

ある）であり、本法では保護対象を労働者
に限定した書きぶりとなっているのとは対
照的である。 

鉱山保安法（昭和二十四年五月十六日法律
第七十号） 
第一条 この法律は、鉱山労働者に対する
危害を防止するとともに鉱害を防止し、
鉱物資源の合理的開発を図ることを目的
とする。 

第三条 この法律において「保安」とは、
鉱業に関する次に掲げる事項をいう。 
一 鉱山における人に対する危害の防止 
二 鉱物資源の保護 
三 鉱山の施設の保全 
四 鉱害の防止 

２ 前項第一号の鉱山における人に対する
危害の防止には、衛生に関する通気及び
災害時における救護を含む。 

第五条 鉱業権者は、次に掲げる事項につ
いて、経済産業省令の定めるところによ
り、鉱山における人に対する危害の防止
のため必要な措置を講じなければならな
い。 
一 落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガ
ス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑
内火災 

二 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、
廃水及び鉱煙の処理 

三 機械、器具（衛生用保護具を除く。
以下同じ。）及び工作物の使用並びに
火薬類その他の材料、動力及び火気の
取扱い 

２ 前項に定めるもののほか、鉱業権者は、
経済産業省令の定めるところにより、衛
生に関する通気の確保及び災害時におけ
る救護のため必要な措置を講じなければ
ならない。 

第六条 鉱業権者は、経済産業省令の定め
るところにより、落盤、崩壊、出水、ガ
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公益にも資するものであるといえる。 
また、起訴の有無は未確認だが、平成 24

年 3月 19 日、埼玉県松山市のマンション補
修工事現場で保育園児 22 人の列に高さ約
10 メートル、縦横約 1.8 メートルの鋼製仮
設足場が、壁つなぎ等が設けられていなか
ったため倒れ、園児 2 人がその下敷きにな
り死傷した公衆災害 183, 184に関連し、同年
12 月 20 日、川越労働基準監督署が、下請
業者として足場の組立等を請け負った会社
とその社長を本法第 14 条違反（高さ 5 メー
トル以上の足場の組み立てを行った際に足
場の組立て等作業主任者を選任していなか
った）の疑いで、書類送検した例がある 185。
この災害に関して埼玉県警察が元請会社の
社長ら 3 人を業務上過失致死傷罪により送
検し、平成 27 年 4 月 28 日、さいたま地方
裁判所は同罪で同社長に禁錮 2 年（執行猶
予 4 年）、外 2 人に禁錮 1 年 6 月（執行猶
予 3年）を言い渡した。 
2.11 鉱山における保安及び船員 
2.11.1 鉱山における保安 
鉱山における保安は、本法（第 2 章を除

く）の適用を受けず、その代わり鉱山保安
法（昭和 24 年 5 月 16 日法律第 70 号）の
適用を受ける。同法の主たる名宛人は鉱業
権者である。 

鉱山保安法第 1 条に謳われている同法の
目的は鉱山労働者に対する危害及び鉱害の
防止による鉱物資源の合理的開発であると
ころ、同法第 3 条で定義された「保安」の
筆頭に掲げられているのは「鉱山における
人
、
に対する危害の防止」（制定当初からで

ある）であり、本法では保護対象を労働者
に限定した書きぶりとなっているのとは対
照的である。 

鉱山保安法（昭和二十四年五月十六日法律
第七十号） 
第一条 この法律は、鉱山労働者に対する
危害を防止するとともに鉱害を防止し、
鉱物資源の合理的開発を図ることを目的
とする。 

第三条 この法律において「保安」とは、
鉱業に関する次に掲げる事項をいう。 
一 鉱山における人に対する危害の防止 
二 鉱物資源の保護 
三 鉱山の施設の保全 
四 鉱害の防止 

２ 前項第一号の鉱山における人に対する
危害の防止には、衛生に関する通気及び
災害時における救護を含む。 

第五条 鉱業権者は、次に掲げる事項につ
いて、経済産業省令の定めるところによ
り、鉱山における人に対する危害の防止
のため必要な措置を講じなければならな
い。 
一 落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガ
ス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑
内火災 

二 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、
廃水及び鉱煙の処理 

三 機械、器具（衛生用保護具を除く。
以下同じ。）及び工作物の使用並びに
火薬類その他の材料、動力及び火気の
取扱い 

２ 前項に定めるもののほか、鉱業権者は、
経済産業省令の定めるところにより、衛
生に関する通気の確保及び災害時におけ
る救護のため必要な措置を講じなければ
ならない。 

第六条 鉱業権者は、経済産業省令の定め
るところにより、落盤、崩壊、出水、ガ
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スの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然
発火及び坑内火災から鉱物資源を保護す
るため必要な措置を講じなければならな
い。 

第七条 鉱業権者は、鉱山における坑内及
び坑外の事業場の区分に応じ、経済産業
省令の定めるところにより、機械、器具
及び建設物、工作物その他の施設の保全
のため必要な措置を講じなければならな
い。 

第八条 鉱業権者は、次に掲げる事項につ
いて、経済産業省令の定めるところによ
り、鉱害の防止のため必要な措置を講じ
なければならない。 
一 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、
廃水及び鉱煙の処理 

二 土地の掘削 
鉱業権者を名宛人とした同法第 5 条から

第 8条までの規定は、本法でいえば第 20 条
から第 24 条までの規定に位置付けられる
ような親部分であろう。ここには、鉱物資
源保護のための規定も含まれている。 
ここでも本法同様、包括的な委任となっ

ているが、本法に係る石綿国賠訴訟に先駆
けて包括的委任の意義と省令制定権限不行
使の違法性を判示した、筑豊じん肺訴訟に
係る最高裁判決がある 186。 
2.11.2 船員 
船員法（昭和 22 年 9 月 1 日法律第 100

号）でも、安全衛生措置の細目は、国土交
通省令に包括的に委任している。 
船員法（昭和二十二年九月一日法律第百号） 
（安全及び衛生） 
第八十一条 船舶所有者は、作業用具の整
備、船内衛生の保持に必要な設備の設置
及び物品の備付け、船内作業による危害

の防止及び船内衛生の保持に関する措置
の船内における実施及びその管理の体制
の整備その他の船内作業による危害の防
止及び船内衛生の保持に関し国土交通省
令で定める事項を遵守しなければならな
い。 
船舶所有者は、国土交通省令で定める

危険な船内作業については、国土交通省
令で定める経験又は技能を有しない船員
を従事させてはならない。 
船舶所有者は、次に掲げる船員を作業

に従事させてはならない。 
一 伝染病にかかつた船員 
二 心身の障害により作業を適正に行う
ことができない船員として国土交通省
令で定めるもの 

三 前二号に掲げるもののほか、労働に
従事することによつて病勢の増悪する
おそれのある疾病として国土交通省令
で定めるものにかかつた船員 
船員は、船内作業による危害の防止及

び船内衛生の保持に関し国土交通省令の
定める事項を遵守しなければならない。 

2.12 刑務作業における危害防止基準 
本法では、受刑者の在監関係についての

適用除外が明文で規定されていないが、行
政通達で受刑者は労働基準法第 9 条の労働
者には該当しないとされていることから 187、
受刑者は本法の適用を受けないものと解さ
れる。 
その代わり、受刑者については、刑事収

容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
（平成 17 年 5 月 25 日法律第 50 号）第 95
条第 2 項から第 4 項までにおいて、刑事施
設の長及び受刑者の安全衛生上の義務を定
めるとともに、その具体的な内容について
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は、本法その他の法令に定める労働者の安
全及び衛生を確保するため事業者が講ずべ
き措置及び労働者が守らなければならない
事項に準じて、法務大臣が定めることと規
定されている。 
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関す
る法律（平成十七年五月二十五日法律第五
十号） 

第二編 被収容者等の処遇 
第二章 刑事施設における被収容者

の処遇 
第十節 矯正処遇の実施等 
第二款 作業 

（作業の条件等） 
第九十五条 刑事施設の長は、法務省令で
定める基準に従い、一日の作業時間及び
作業を行わない日を定める。 

２ 刑事施設の長は、作業を行う受刑者の
安全及び衛生を確保するため必要な措置
を講じなければならない。 

３ 受刑者は、前項の規定により刑事施設
の長が講ずる措置に応じて、必要な事項
を守らなければならない。 

４ 第二項の規定により刑事施設の長が講
ずべき措置及び前項の規定により受刑者
が守らなければならない事項は、労働安
全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）
その他の法令に定める労働者の安全及び
衛生を確保するため事業者が講ずべき措
置及び労働者が守らなければならない事
項に準じて、法務大臣が定める。 

2.13 他の法令との重畳適用 
1 件の労働災害や事故に対して、複数の

法令違反が成立する場合がある。例えば、
本法違反と業務上過失致死傷罪という組合
せ（もちろん実行行為者が同一人とは限ら

ないが同一人となる場合も少なくない）は
典型例である。 
大抵、重大な労働災害に際しては、警察

と労働基準監督機関が捜査又は行政調査を
行い、それぞれが法違反の有無を調査する。
爆発・火災の場合はこれに消防機関が加わ
り、事案に応じてその他様々な機関が集ま
る。 
有名な例として、平成 11年 9 月 30 日、

茨城県那珂郡東海村の株式会社ジェー・シ
ー・オー東海事業所で臨界が発生し、労働
者 2 名が放射線障害で死亡したほか多数の
者が被曝した事件がある。この事件につい
て水戸地方裁判所は、同社及び東海事業所
長に対し本法第 11 条第 1項違反（選任した
安全管理者をして労働者に対する安全教育
を実施させず、もって安全に係る技術的事
項を管理させなかったもの）を適用したほ
か、同社及び東海事業所長外自然人 2 名に
対して原子炉等規制法第 16 条第 1 項違反
（内閣総理大臣の許可を受けないで加工施
設の設備を変更したもの）、東海事業所長
外自然人 5 名に対して刑法第 211 条（業務
上過失致死傷罪）を適用し、同社に罰金 100
万円、所長に禁錮 3 年（執行猶予 5 年）及
び罰金 50 万円、外 5名に禁錮 2～3年（執
行猶予 3～4年）の有罪判決を言い渡した 141。 
また、平成 24 年 9 月 29 日に株式会社日

本触媒姫路製造所でアクリル酸を貯蔵する
タンクが爆発し、消防隊員１人が死亡、作
業員ら 36 人が負傷した事件については、平
成 30 年 7 月 19 日、神戸地方裁判所から会
社が本法違反で罰金 50 万円、従業員 1 人が
本法第 20 条（安衛則第 274 条）違反と業務
上過失致死傷で禁固 2年（執行猶予 3 年）、
他従業員 2 人がそれぞれ業務上過失致死傷
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は、本法その他の法令に定める労働者の安
全及び衛生を確保するため事業者が講ずべ
き措置及び労働者が守らなければならない
事項に準じて、法務大臣が定めることと規
定されている。 
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関す
る法律（平成十七年五月二十五日法律第五
十号） 

第二編 被収容者等の処遇 
第二章 刑事施設における被収容者

の処遇 
第十節 矯正処遇の実施等 
第二款 作業 

（作業の条件等） 
第九十五条 刑事施設の長は、法務省令で
定める基準に従い、一日の作業時間及び
作業を行わない日を定める。 

２ 刑事施設の長は、作業を行う受刑者の
安全及び衛生を確保するため必要な措置
を講じなければならない。 

３ 受刑者は、前項の規定により刑事施設
の長が講ずる措置に応じて、必要な事項
を守らなければならない。 

４ 第二項の規定により刑事施設の長が講
ずべき措置及び前項の規定により受刑者
が守らなければならない事項は、労働安
全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）
その他の法令に定める労働者の安全及び
衛生を確保するため事業者が講ずべき措
置及び労働者が守らなければならない事
項に準じて、法務大臣が定める。 

2.13 他の法令との重畳適用 
1 件の労働災害や事故に対して、複数の

法令違反が成立する場合がある。例えば、
本法違反と業務上過失致死傷罪という組合
せ（もちろん実行行為者が同一人とは限ら

ないが同一人となる場合も少なくない）は
典型例である。 
大抵、重大な労働災害に際しては、警察

と労働基準監督機関が捜査又は行政調査を
行い、それぞれが法違反の有無を調査する。
爆発・火災の場合はこれに消防機関が加わ
り、事案に応じてその他様々な機関が集ま
る。 
有名な例として、平成 11年 9 月 30 日、

茨城県那珂郡東海村の株式会社ジェー・シ
ー・オー東海事業所で臨界が発生し、労働
者 2 名が放射線障害で死亡したほか多数の
者が被曝した事件がある。この事件につい
て水戸地方裁判所は、同社及び東海事業所
長に対し本法第 11 条第 1項違反（選任した
安全管理者をして労働者に対する安全教育
を実施させず、もって安全に係る技術的事
項を管理させなかったもの）を適用したほ
か、同社及び東海事業所長外自然人 2 名に
対して原子炉等規制法第 16 条第 1 項違反
（内閣総理大臣の許可を受けないで加工施
設の設備を変更したもの）、東海事業所長
外自然人 5 名に対して刑法第 211 条（業務
上過失致死傷罪）を適用し、同社に罰金 100
万円、所長に禁錮 3 年（執行猶予 5 年）及
び罰金 50 万円、外 5名に禁錮 2～3年（執
行猶予 3～4年）の有罪判決を言い渡した 141。 
また、平成 24 年 9 月 29 日に株式会社日

本触媒姫路製造所でアクリル酸を貯蔵する
タンクが爆発し、消防隊員１人が死亡、作
業員ら 36 人が負傷した事件については、平
成 30 年 7 月 19 日、神戸地方裁判所から会
社が本法違反で罰金 50 万円、従業員 1 人が
本法第 20 条（安衛則第 274 条）違反と業務
上過失致死傷で禁固 2年（執行猶予 3 年）、
他従業員 2 人がそれぞれ業務上過失致死傷
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で禁固 1 年 6 月（執行猶予 3 年）、業務上
過失致死傷で禁固 8 月（執行猶予 3 年）の
有罪判決をうけた 188,189,190。送検時に兵庫
労働局が発表したプレスリリースによると、
本法違反の被疑事実の概要は、同社は化学
設備たる中間タンク及びそれぞれの附属設
備を使用して危険物たるアクリル酸の製造
作業を行うに当たり、爆発又は火災を防止
するために必要な規程（バルブの操作、攪
拌装置の操作に関する事項）を定めないで
同作業を行わせたというものであった。 
2.14 使用従属関係による規制の限界と
意義 
使用従属関係を主軸とする他の労働法と

同じく、本法でも主たる義務主体は事業者
であり、これは本法全体から明らかである
が、第 42条（譲渡等の制限）の規定におけ
る規格等を具備したものの使用の遵守が安
衛則第 27 条で事業者にもまた直接命じら
れていることからもその徹底がうかがえる。
また、使用従属関係において事業者と対に
なる労働者もまた、事業者への協力義務を
負っている（1.7.1 節参照）。 
しかしながら、使用従属関係による規制

だけでは危害を十分に防止できないことが
ある。 
本節では、このような問題について検討

し、最後に使用従属関係による規制の意義
について若干の再検討を行う。 
2.14.1 リスク創出者管理責任負担原則 
三柴丈典「リスクアセスメントを核とし

た諸外国の労働安全衛生制度の背景・特
徴・効果とわが国への適応可能性に関する
調査研究」総合報告書（H26-労働-一般-001，
2016年）は、本法や英国労働安全衛生法に
みられるリスク創出者管理責任負担原則 191

という概念を提唱し、これを本法等で規定
することを提言している。この原則は「リ
スク創出者こそが最善の安全管理者たりえ
る」192という考え方を意味し、「リスク創
出者」にはリスク創出者には、リスクに関
する情報を得て、リスクを支配管理できる
者が管理責任を負う者が含まれる 193。その
思想はいわゆるローベンス報告（Safety and 
Health at Work: Report of the Committee 
1970-1972）に遡ることができる 194。英国
のローベンス報告では、次のように「現在
の職業上の災害や疾病に対処する一次的な
責任は、リスクを創出する者及びそれを扱
う者にある。」と述べている 195。 

Safety and Health at Work 
Report of the Committee 1970-1972 

Chairman LORD ROBENS 
CHAPTER 1 

WHAT IS WRONG WITH THE SYS-
TEM? 

Defects of the statutory system 
28. 〈略〉The primary responsibility for 

doing something about the present levels 
of occupational accidents and disease lies 
with those who create the risks and those 
who work with them.〈略〉 
そして、この趣旨は英国の労働安全衛生

法（1974 年）第 3条から第 7条までの規定
196に具現化されているほか、本法でも見ら
れるところである 191。 
この「リスク」の語意が ISO/IEC Guide 

51 等の定義と同一か否かはさておき、ここ
で重要なのは、使用従属関係に関わらず、
合目的性による責任の分担を行う点である。 
同総合報告書は、本法にこの原則を認め

つつも、これをさらに徹底すべきとしてい
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る。 
以下、製品の設計・製造・流通と設備等

の管理権限の 2 つを例に、若干の考察を行
う。 
2.14.2 製品の設計・製造・流通上の問題 
一般に、既存の製品に対して事業者が変

更を施すことは容易でないか、又は不可能
である。例えば覆い 1 つ作るにも、材料や
形状の検討、あるいは引火性ガス等がある
場所では静電気の問題も検討しなければな
らない。車輪止めのないロールボックスパ
レットに車輪止めをつけるのも極めて難し
いだろう。電気製品に動力遮断機やインタ
ーロック式ガードを取り付ける場合は回路
を変更しなければならず専門的な知識が要
るかそもそもいじれない場合もある。製品
は製造業者だけでなく商業その他製造に関
する専門技術を有しない事業者によって使
用される。ユーザーによる製品の後付け的
な安全化は費用が掛かったり、対策が不十
分なものにとどまったり、そもそも改造が
不可能で廃棄するしかない等の問題が生じ
るため、製品の安全化は設計・製造・流通
段階で行われるべきというのが常識である
197。 
本法でも、第 5 章第 1 節では機械等の製

造、譲渡等に関する規制が行われている。
例えば、エレベーターは安全装置等が無け
れば極めて危険性の高い機械であることか
ら、構造規格が定められ、製造・流通段階
と使用段階のそれぞれで保護方策が講じら
れている（表 25）。 
表 25 エレベーターに関する製造・流通業
者と事業者に対する規制 
保護方策 製造・流通業者 

（製造・流通段階） 
事業者 

（使用段階） 

本質的安
全設計 

材料の使用制限（エレ
ベーター構造規格第1
条）、昇降路塔等を架
空電路に近接させな
い（エレベーター構造
規格第 18 条）等 

構造規格に適
合していない
エレベーター
の使用禁止
（クレーン等
安全規則第
148 条）等 

工学的対
策 

リミットスイッチ、戸
開走行保護装置（エレ
ベーター構造規格第
30 条）など 

同上 

管理的対
策 

使用上の注意に関す
る情報の表示・通知
（エレベーター構造
規格第 42 条、安衛則
第 24 条の 13（努力義
務））により事業者に
委ねる 

積載荷重の遵
守（クレーン
等安全規則第
150 条）等 

個人用保
護具 

殆ど不要 

しかし、本法では、特定機械等、第 42条
の機械等及び第 43 条の機械等以外に、製造
ないし流通の規制は行われておらず、要す
るに機械等のうち大半のものは事業者のみ
に安全措置が義務付けられている 198。その
ため、例えば安衛則第 2 編第 1 章などの規
定の遵守は、容易ではない。 
労働行政は、行政指導 199,152により設計・

製造段階における機械等の安全化を指導し
ているが、強制力が無いこともあり、あま
り浸透していないのが現状である。 
2.14.3 設備等の管理権限 
事業者を名宛人とする危害防止基準で規

制対象となる設備、建築物等については、
その所有や管理の権限が誰に帰属するかを
問わず、事業者が必要な措置を講じる義務
を負う 200,201。しかし、実際問題として、管
理権限が事業者にない場合は、是正が容易
でなかったり、是正が遅れたり等して、違
反が放置される傾向にある。これに対処す
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る。 
以下、製品の設計・製造・流通と設備等

の管理権限の 2 つを例に、若干の考察を行
う。 
2.14.2 製品の設計・製造・流通上の問題 
一般に、既存の製品に対して事業者が変

更を施すことは容易でないか、又は不可能
である。例えば覆い 1 つ作るにも、材料や
形状の検討、あるいは引火性ガス等がある
場所では静電気の問題も検討しなければな
らない。車輪止めのないロールボックスパ
レットに車輪止めをつけるのも極めて難し
いだろう。電気製品に動力遮断機やインタ
ーロック式ガードを取り付ける場合は回路
を変更しなければならず専門的な知識が要
るかそもそもいじれない場合もある。製品
は製造業者だけでなく商業その他製造に関
する専門技術を有しない事業者によって使
用される。ユーザーによる製品の後付け的
な安全化は費用が掛かったり、対策が不十
分なものにとどまったり、そもそも改造が
不可能で廃棄するしかない等の問題が生じ
るため、製品の安全化は設計・製造・流通
段階で行われるべきというのが常識である
197。 
本法でも、第 5 章第 1 節では機械等の製

造、譲渡等に関する規制が行われている。
例えば、エレベーターは安全装置等が無け
れば極めて危険性の高い機械であることか
ら、構造規格が定められ、製造・流通段階
と使用段階のそれぞれで保護方策が講じら
れている（表 25）。 
表 25 エレベーターに関する製造・流通業
者と事業者に対する規制 
保護方策 製造・流通業者 

（製造・流通段階） 
事業者 

（使用段階） 

本質的安
全設計 

材料の使用制限（エレ
ベーター構造規格第1
条）、昇降路塔等を架
空電路に近接させな
い（エレベーター構造
規格第 18 条）等 

構造規格に適
合していない
エレベーター
の使用禁止
（クレーン等
安全規則第
148 条）等 

工学的対
策 

リミットスイッチ、戸
開走行保護装置（エレ
ベーター構造規格第
30 条）など 

同上 

管理的対
策 

使用上の注意に関す
る情報の表示・通知
（エレベーター構造
規格第 42 条、安衛則
第 24 条の 13（努力義
務））により事業者に
委ねる 

積載荷重の遵
守（クレーン
等安全規則第
150 条）等 

個人用保
護具 

殆ど不要 

しかし、本法では、特定機械等、第 42条
の機械等及び第 43 条の機械等以外に、製造
ないし流通の規制は行われておらず、要す
るに機械等のうち大半のものは事業者のみ
に安全措置が義務付けられている 198。その
ため、例えば安衛則第 2 編第 1 章などの規
定の遵守は、容易ではない。 
労働行政は、行政指導 199,152により設計・

製造段階における機械等の安全化を指導し
ているが、強制力が無いこともあり、あま
り浸透していないのが現状である。 
2.14.3 設備等の管理権限 
事業者を名宛人とする危害防止基準で規

制対象となる設備、建築物等については、
その所有や管理の権限が誰に帰属するかを
問わず、事業者が必要な措置を講じる義務
を負う 200,201。しかし、実際問題として、管
理権限が事業者にない場合は、是正が容易
でなかったり、是正が遅れたり等して、違
反が放置される傾向にある。これに対処す
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るための規定としては既に第 33 条、第 34
条などがあるが、例えば運送業者が客先で
荷役作業をしている際に、床面の穴に足を
取られて転倒するおそれがあるが、この防
止に関する規定は事業者を名宛人とする安
衛則第 544 条だけとなっている。また、ビ
ル等の周辺に低いチェーンポールが設置さ
れ、通路に近接している場合は転倒のおそ
れがあるが、そこに配達等で訪れた労働者
の安全を確保するのも事業者を名宛人とす
る安衛則第 540 条だけである。極端な例で
は、京都府南部の木津川に架かる上津屋橋
（流れ橋）には欄干がなく、安衛則第 552
条の構造基準を満たしていないので、事業
者は労働者にここを通行させてはならない
ことになる。 
しばしば問題となるのは、高い作業床の

端部等で手すり等がない、あるいは作業の
都合上手すり等を一時的に外さなければな
らない場所に、墜落制止用器具の取付け設
備がなく、かつ取付け設備を付加的に設置
することも難しい（設置作業そのもののた
めの違反になる）ような例がある。 
流れ橋のような歴史的な遺産は別として

も、事業者だけでは是正が容易ではない建
築物、工作物等の構造の問題は、公益法令
を所管する機関と労働行政とが連携して対
処するべきだと思われる。 
2.14.4 使用従属関係による規制の意義 
危害の防止は、労働分野だけでは実現で

きず、製品安全、運輸安全、建築基準、消
費者保護等様々な分野が協力することが不
可欠である。 
思うに、労働分野の特徴は、使用従属関

係に基づく企業活動の内部における危害と
いう、ややもすれば外部から見えず無視さ

れてしまうようなものに、たとえ危害を受
ける者が 1 人だけであったとしてもその保
護を目指すところにあるのではないだろう
か。 
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D．考察及び結論 
1 第 26条関係 
第 26 条は、事業者が本法第 20 条から第

25 条まで及び第 25 条の 2 第 1 項の規定に
より労働者の安全と健康の確保等のため講
ずる措置に応じて、労働者もまた必要な事
項を守らなければならないことを定めたも
のである。 
労働者に一定の義務を課すことには技術

上の必要性があるが、労働者は事業利益の
帰属主体ではなく、また安全衛生措置は事
業の一環として組織的に行う必要があるも
のであるから、労働者に課すべき義務は最
小限にとどめるべきである。また、危険源
はその製造者又は事業者等が生み出し、又
は導入しているにもかかわらず、技術的制
約からその保護方策の一部を労働者の安全
行動に委ねているという事情があるほか、
人間にはヒューマンエラーなど人間工学的
に避けがたい失敗があることから、労働者
が担う責任の評価は、形式的な作業手順違
反があるような場合があっても、慎重に行
う必要がある。第 26条の運用状況について
みると、第 26 条違反の送検事例は少なく、
詳細な実態は不明である。 
労働者は、両罰規定の関係上、事業者を

名宛人とする規定により処罰されることも
あることから、両罰規定が、事業利益の帰
属主体である事業者を主たる名宛人とした
本法の趣旨を弱めている嫌いがある。管見
の限りでは、新卒社員と変わらないような
賃金しか受け取っていない従業者が、事業
者を名宛人とする規定の行為者として処罰
された例もある。実際にどのような者が両
罰規定の行為者となるかは犯罪構成要件の
具体的内容に左右されるが、できるだけ高

位の者が責任を負うような法体系が望まれ
る（刑罰法規の名宛人に関する議論におい
て、両罰規定（行為者罰規定）の検討は常
に重要な論点である。）。また、この議論
では労働法や行政取締法規だけでなく、刑
法の業務上過失致死傷罪のあり方など様々
な刑罰法規が同時に検討される必要がある
だろう。思うに、犯罪は人の行為と定義さ
れているところ、事業者の多くは法人であ
るから、真に事業者そのものに責任を負わ
せるならば、法人を直接制裁する行政制裁
制度を検討するべきである 202。 
また、労働災害防止のための労働者の就

労拒否権など、本法の目的に資するような
労働者の権利についても、本法等法律で規
定することを検討することが必要だと考え
られる。 
2 第 27条関係 
第 27 条第 1 項は、第 20 条から第 25 条

まで及び第 25条の 2第 1項の規定により労
働者の安全と健康の確保等のため事業者が
講ずべき措置及び第 26 条の規定により労
働者が遵守すべき事項の具体的内容を厚生
労働省令に包括的に委任することを定めた
ものである。 
法律事項を命令へ包括的に委任すること

についてはその合憲性がしばしば議論され
るが、第 27条に基づく労働大臣の省令制定
権限の不行使の違法性等が争われた建設ア
スベスト訴訟神奈川 1 陣訴訟における最高
裁判所の判決文 95等でもそれを認める趣旨
の見解が示されたとおり、法律で規制する
内容が多岐にわたる専門的・技術的事項で
あって、その内容を速やかに技術の進歩や
最新の医学的知見等に適合したものに改正
していくためには、これを包括的に主務大
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より労働者の安全と健康の確保等のため講
ずる措置に応じて、労働者もまた必要な事
項を守らなければならないことを定めたも
のである。 
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上の必要性があるが、労働者は事業利益の
帰属主体ではなく、また安全衛生措置は事
業の一環として組織的に行う必要があるも
のであるから、労働者に課すべき義務は最
小限にとどめるべきである。また、危険源
はその製造者又は事業者等が生み出し、又
は導入しているにもかかわらず、技術的制
約からその保護方策の一部を労働者の安全
行動に委ねているという事情があるほか、
人間にはヒューマンエラーなど人間工学的
に避けがたい失敗があることから、労働者
が担う責任の評価は、形式的な作業手順違
反があるような場合があっても、慎重に行
う必要がある。第 26条の運用状況について
みると、第 26 条違反の送検事例は少なく、
詳細な実態は不明である。 
労働者は、両罰規定の関係上、事業者を

名宛人とする規定により処罰されることも
あることから、両罰規定が、事業利益の帰
属主体である事業者を主たる名宛人とした
本法の趣旨を弱めている嫌いがある。管見
の限りでは、新卒社員と変わらないような
賃金しか受け取っていない従業者が、事業
者を名宛人とする規定の行為者として処罰
された例もある。実際にどのような者が両
罰規定の行為者となるかは犯罪構成要件の
具体的内容に左右されるが、できるだけ高

位の者が責任を負うような法体系が望まれ
る（刑罰法規の名宛人に関する議論におい
て、両罰規定（行為者罰規定）の検討は常
に重要な論点である。）。また、この議論
では労働法や行政取締法規だけでなく、刑
法の業務上過失致死傷罪のあり方など様々
な刑罰法規が同時に検討される必要がある
だろう。思うに、犯罪は人の行為と定義さ
れているところ、事業者の多くは法人であ
るから、真に事業者そのものに責任を負わ
せるならば、法人を直接制裁する行政制裁
制度を検討するべきである 202。 
また、労働災害防止のための労働者の就

労拒否権など、本法の目的に資するような
労働者の権利についても、本法等法律で規
定することを検討することが必要だと考え
られる。 
2 第 27条関係 
第 27 条第 1 項は、第 20 条から第 25 条

まで及び第 25条の 2第 1項の規定により労
働者の安全と健康の確保等のため事業者が
講ずべき措置及び第 26 条の規定により労
働者が遵守すべき事項の具体的内容を厚生
労働省令に包括的に委任することを定めた
ものである。 
法律事項を命令へ包括的に委任すること

についてはその合憲性がしばしば議論され
るが、第 27条に基づく労働大臣の省令制定
権限の不行使の違法性等が争われた建設ア
スベスト訴訟神奈川 1 陣訴訟における最高
裁判所の判決文 95等でもそれを認める趣旨
の見解が示されたとおり、法律で規制する
内容が多岐にわたる専門的・技術的事項で
あって、その内容を速やかに技術の進歩や
最新の医学的知見等に適合したものに改正
していくためには、これを包括的に主務大
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臣に委ねるのが適当であるから、第 27 条に
おけるような包括的命令委任は許容される
ものであろう。また、同判決では、争点の
1 つとして、第 27 条に基づく主務大臣によ
る省令制定等の規制権限行使については、
本法の目的に鑑みできる限り速やかに、技
術の進歩や最新の医学的知見等に適合した
ものに改正すべく、適時かつ適切に行使さ
れるべきものであるとされた。 
現行省令で定められている具体的な措置

内容は、危害防止基準が概ね危険源毎に整
理されて規定され、保護方策の設定にあた
っては危険源に対する曝露の管理のヒエラ
ルキー（本稿では「4 ステップメソッド」
と呼ぶ。）に適合したものがあるなど、国
際的なリスクアセスメントの考え方に相当
程度整合的なものとなっている。しかし、
立法事実に対する規制内容の十分性を考え
たとき、現行省令の内容にはいまだ不十分
な点も多いことから、本法第 1 条及び第 20
条から第 26 条までの趣旨と、省令制定権限
の適切な行使という観点から、これをより
適確なものとしていく必要がある。 
第 27 条第 2 項は、省令の制定改廃に際し

ての公益法令への配慮を行うことを定めた
ものである。この例として、事業場からの
有害物の排出方法に関する特化則の規制な
どがある。また、公衆災害を契機として労
働基準監督機関が本法違反の捜査を開始し、
罰則が適用された例もあるとともに、1 つ
の事件において本法違反と他の公益法令違
反が同時発生していることも少なくない。 
3 共通事項 
本稿（特に第 27 条の逐条解説）では、本

法及びその政省令をより適確で、より体系
的な法令とするための厳密で細やかな議論

の活性化を目指し、「危害防止基準」等の
用語を定義するとともに、仕様規定と性能
規定、非定常作業等本法と本質的な関わり
をもつ諸概念と本法の関係について整理し、
本法令中で改善又は検討すべきと思われる
課題について、具体的箇所を挙げ、できる
だけ多く紹介するよう努めた。 
また、危害の防止は、労働分野だけでは

実現できず、製品安全、運輸安全、建築物
等の安全、消費者保護等様々な分野が協力
することが不可欠であり、そのためにリス
ク創出者管理責任負担原則の概念の検討・
使用が必要である。その上で、再び労働分
野の特長を顧みると、使用従属関係に基づ
く企業活動の内部における危害という、や
やもすれば外部から見えないか無視されて
しまうようなものに、たとえ危害を受ける
者が 1 人だけであったとしてもその保護の
ため法や制度が介入し、監督を行うことを
目指すところにあるのではないかと思われ
る。 
 
E．研究発表 
1 論文発表 無 
2 学会発表 無 
 
F．知的所有権の取得状況 
1 特許取得 無 
2 実用新案登録 無 
3 その他 無 
 
G．引用文献 
文末脚註のとおり。 
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別添資料 
図 9 環境関係法令の体系  
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文末脚注 
 

1 労働省労働基準局安全衛生部編『実務に役立つ労働安全衛生法』（中央労働災害防止協会，
1993年）175 頁 
2 本稿では、JIS Z 8051：2015安全側面―規格への導入指針（ISO/IEC Guide 51：2014 
 Safety aspects—Guidelines for their inclusion in standards を基に作成されたもの）で
「危害の潜在的な源」と定義されているハザード（hazard）という概念を「危険源」と呼ぶ
こととする（言いやすく文字数も少なく済むため）。JIS B 9700：2013 機械類の安全性―
設計のための一般原則―リスクアセスメント及びリスク低減（ISO 12100：2010  Safety 
of machinery—General principles for design—Risk assessment and risk reduction を基
に作成されたもの）においては、同様の概念（「危害を引き起こす潜在的根源」）が危険
源（hazard）として定義されている。労働安全衛生法、リスクアセスメント指針等では「危
険性又は有害性」と表現が使用されており、労働安全衛生規則第 576 条においては衛生に
関するものを「有害要因」と呼称している。また、「危険有害要因」という用語が使用さ
れることもある（第 12 次労働災害防止計画など）。 
3 金谷暁「〈研修講座〉労働安全衛生法㈢」（法務総合研究所『研修』No.410，1982 年 8
月）97-98 頁も、同趣旨。 
4 寺西輝泰『改訂版 労働安全衛生法違反の刑事責任―総論―』（日労研，2004 年）222 頁
に同趣旨の記載あり。参考に止めるものというは、労働基準行政の関係者間でも常識化し
ているものと思われる。 
5 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等
に係る電離放射線障害防止規則（平成 23 年厚生労働省令第 152 号）第 2条第 3項及び第 4
項 
6 労働省労働基準局編『労働法コンメンタール 3 改訂新版 労働基準法 下』（労務行政研
究所，1969 年）646 頁における労働基準法旧第 45 条の解説の最後で「なお、労働安全衛生
規則中には、その義務の主体が使用者とも労働者とも明示されていない場合がある。たと
えば「火気を使用した者は、確実に残火の始末をしなければならない」（安全衛生規則第
一四九条第三項）、「爆発薬を使用する者は、左の事項を行わなければならない。…」等
がそれであるが、これらは、一般的には労働の過程においてそれらのものを使用する関係
労働者を指しているものと考えられるが、右の者が使用者である場合にも義務違反の行為
があれば処罰の対象となる場合もあると考えられる。」と説明している。 
7 日本産業標準調査会（JISC）－データベース検索（https://www.jisc.go.jp/app/jis/genera
l/GnrJISSearch.html）－JIS D0105（トラックの普通荷台に関する用語） 
8 大阪府公報（明治 29 年 2 月 3日第 1158 号）（大阪府公文書館 https://archives.pref.osak
a.lg.jp/search/kenmeiInfor.do?method=initPage&from=search&kenmeicd=0000283430） 
9 岡實『改訂増補工場法論』（有斐閣書房，1917 年）293-298頁に次のような記述がある。
「職工トハ主トシテ工場內ニ在リテ工場ノ目的トスル作業ノ本體タル業務ニ付勞役ニ從事スルモノ及直接
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ニ其ノ業務ヲ助成スル爲勞役ニ從事スルモノヲ謂フ卽チ工場ノ主タル作業ハ勿論之ニ關係アル作業例ヘハ
場內運搬、工場設備ノ手入修覆等ノ勞役ニ從事スル者ヲ包含ス 
以上陳ヘタル所ニ依リ尚職工ノ觀念ヲ説術スレハ職工トハ 
㈠勞役ニ從事スル者タルコト 主トシテ身體的ノ勞働ニ從事スルモノニシテ平職工、伍長、組長等ヲ含

ムモ技師、技手事務員、製圖師等ヲ含マサルヲ常トス。 
㈡工場ノ目的トスル作業ノ本體タル業務ニ從事スルコト 工場ノ目的トスル作業トハ工場經營ノ目的タ

ル事業ヲ謂フ、卽チ物品ノ製造ヲ爲スモノニ在リテハ製造ノ作業、修繕ヲ爲スモノニ在リテハ修繕ノ作業、
製造及修繕ヲ兼營スルモノニ在リテハ製造又ハ修繕ノ作業ヲ謂フノ類ナリ、作業ノ本體タル業務トハ補助
作業卽チ助成作業ニ對スルモノニシテ假ヘハ機械製造工場ニ於ケル鑄造、仕上、組立等ノ業務ハ製造ヲ目
的トスル作業ノ本體タル業務ニシテ場內運搬、機械ノ手入注油等ハ其ノ補助作業ナリ。 
工場ノ目的トスル作業ト何等ノ關係ナキ勞務ニ服スル門衞、給仕、便所ノ掃除夫寄宿舍ノ賄方等ハ職工

ニ非ス。 
㈢工場ノ目的トスル作業ヲ直接ニ助成スルモノモ亦職工ナルコト 直接ニ助成スル作業卽直接ノ補助作

業トハ主タル作業、卽チ工塲ノ目的トスル作業ニ密接ナル關係アル作業トシテ、例ヘハ製造工場ニ於ケル
場內ノ運搬、作業場及機械ノ掃除、注油其ノ他工場設備ノ手入及修繕等ハ直接ノ補助作業ニシテ專ラ作業
場（必スシモ蔽圍シタル場所タルコトヲ要セス）外ニ在リテ原料又ハ燃料等ノ運搬ニ從事スルモノノ如キ
ハ之ニ屬セス（通常人夫ト稱スルモノノ全部又ハ一部ハ之ニ屬ス） 
㈣工場內ニ於テ勞働スルコト 職工トハ主トシテ工場內ニ於テ勞働スル者ニシテ、織物工場ニ於ケル出

機工、及電氣會社ニ於ケル電線路ノ保守ノミニ從事スル者ノ如キハ職工ニ非ス、蓋シ工場法ハ主トシテ場
內勞役者ヲ保護スルノ精神タルコトハ、立法當時ノ當局者ノ説明ニ徵スルモ明カナリ所謂戸外勞働者ノ保
護ハ之ヲ第二期以後ノ立法（工場法ヲ第一期トスレハ）ニ讓ルコトト爲シタルモノノ如シ。 
㈤雇傭關係ノ存在ハ必要ノ條件ニ在ラス 工業主ト職工トノ間ニ雇傭關係ノ存在スルハ之ヲ常態ト稱ス

ルコトヲ得ルモ必シモ要素ト爲セルモノニ非ス、假ヘハ工業主カ他人ヲシテ一定ノ作業ヲ請負ハシメ其ノ
請負者カ自ラ雇傭シタル職工ヲ連レ來リテ作業ヲ爲ス場合、又ハ斯ノ如キ請負關係ナク唯單ニ他人ヲシテ
勞働者ヲ供給セシメ、其ノ供給者ニ於テ賃金ノ支拂其ノ他ノ世話ヲ爲ス場合ニ於テモ、此等ノ勞働者カ前
陳フル所ニ依リ工場內ニ於テ工業主ノ仕事ニ從事スル以上ハ孰モ其ノ工業主ノ職工タルヘキモノトス。 
㈥常時一定ノ工場ニ就業スルコトヲ要セス 常時其ノ工場ニ於テ就業スル者タルト臨時其ノ工場ニ於テ

就業スルモノタルトヲ問ハス、他ノ條件ニシテ職工タルニ足ルモノナル時ハ等シク其ノ工場ノ職工タルヲ
妨ケス、故ニ臨時職工、目見ヘ職工等ハ凡テ其ノ工場ノ職工タルモノトス 
㈦報酬ノ有無ヲ問ハス 
㈧家族モ職工ト爲リ得 家族ハ職工ニ非サルヲ常態トス、然レトモ客觀的ニ職工タルノ常素ヲ具備スル

場合（雇傭契約ニ準スヘキ條件ニ依リ又ハ報酬ヲ得テ勞働スル等）ハ之ヲ職工ト看做ササルヘカラス。 
㈨見習職工モ亦職工ナリ 實質上ノ意義ニ於テ見習職工中徒弟タルモノト然ラサルモノトアリ、其ノ徒

弟タルモノハ施行令ノ定ムル要件ヲ具備スルヲ要スルト共ニ行政廳ノ認可ヲ經タルモノナラサルヘカラス、
斯ノ如キ徒弟ハ形式上職工ノ範圍ニ入ラス、全然別種ノモノトシテ徒弟ニ關スル施行令ノ規定ノ支配ノ下
ニ立ツモノトス然レモ徒弟タル實質及形式ヲ具備セスシテ單ニ見習ヲ爲ス者ハ、通常之ヲ職工ノ中ニ數フ
ヘキモノトス。 
職工ノ觀念ノ槪要ハ右述フルカ如シ尚職工タリヤ否ヤニ關シ疑アルモノニ付職工ト認ムヘキモノ及職工

ニ非スト認ムヘキモノヲ例示スレハ左ノ如シ。 
第一 職工ト認ムヘキモノ 
㈠勞役ヲ直接ニ指揮監督スル組長、伍長、職工長ノ類 
㈡工場建物ノ修繕ノ爲ニ常時使用シ居ル大工又ハ左官職 
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ルコトヲ得ルモ必シモ要素ト爲セルモノニ非ス、假ヘハ工業主カ他人ヲシテ一定ノ作業ヲ請負ハシメ其ノ
請負者カ自ラ雇傭シタル職工ヲ連レ來リテ作業ヲ爲ス場合、又ハ斯ノ如キ請負關係ナク唯單ニ他人ヲシテ
勞働者ヲ供給セシメ、其ノ供給者ニ於テ賃金ノ支拂其ノ他ノ世話ヲ爲ス場合ニ於テモ、此等ノ勞働者カ前
陳フル所ニ依リ工場內ニ於テ工業主ノ仕事ニ從事スル以上ハ孰モ其ノ工業主ノ職工タルヘキモノトス。 
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場合（雇傭契約ニ準スヘキ條件ニ依リ又ハ報酬ヲ得テ勞働スル等）ハ之ヲ職工ト看做ササルヘカラス。 
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ニ非スト認ムヘキモノヲ例示スレハ左ノ如シ。 
第一 職工ト認ムヘキモノ 
㈠勞役ヲ直接ニ指揮監督スル組長、伍長、職工長ノ類 
㈡工場建物ノ修繕ノ爲ニ常時使用シ居ル大工又ハ左官職 
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㈢臨時職工、日雇職 
㈣職工カ自己ノ子女ヲ工場ニ同行シ仕事ヲ爲サシムル場合ニ於テハ其ノ子女モ亦職工トス 
㈤入渠船舶汽罐掃除ノ爲メ臨時雇入ルル者（カン〱蟲） 

第二 職工ト認メサルモノ 
㈠專ラ作業場外ニ在リテ運搬ニ從事スル人夫、便所寄宿舍ノ掃除夫及賄方 
㈡門衞、給仕 
㈢生絲工場ニ於ケル敎婦 
㈣山林內ニ於テ伐木運搬ノ業務ノミニ從事スル者 
㈤入渠船舶ニ使用スル臨時掃除夫ニシテ單ニ注水雜巾掛等ノ如キ普通掃除ノ業務ノミヲ爲ス者、但シ機
械其ノ他「パイプ」、器具等ヲ取附、取外其ノ他之ニ準スヘキ業務ヲ爲ス者ハ職工トス 

㈥電氣事業ニ於テ單ニ電線路ノ保守ノミヲ爲ス者」 
10 畠中信夫「労働安全衛生法の形成とその効果」（日本労働研究雑誌第 475 号，2000年）
のⅣの 2に同趣旨。 
11 寺本廣作『勞働基準法解説』（時事通信社，1948 年）263 頁 
12 鉱山の保安が商工省所管となった経緯については、濱口桂一郎「労働法の立法学第 54 回
 労働基準監督システムの 1世紀」（『季刊労働法』2019 年夏号，265 号）（http://hamac
han.on.coocan.jp/kikan265.html，2022 年 10 月 18日閲覧）の 2などに記載がある。 
13 労働安全衛生法第 2条（定義）第 3 号 
14 昭和 47 年 9月 18 日付け発基第 91 号「労働安全衛生法の施行について」（https://www.
mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2042&dataType=1） 
15 平岡雅紘『法務研究報告書第 68 集第 2号両罰規定に関する実証的研究』（法務総合研究
所，1982年）1頁，4 頁等。 
16 平岡雅紘『法務研究報告書第 68 集第 2号両罰規定に関する実証的研究』（法務総合研究
所，1982年）169-170 頁 
17 平岡雅紘『法務研究報告書第 68 集第 2号両罰規定に関する実証的研究』（法務総合研究
所，1982 年）170 頁。同書同箇所に掲載されている参照判例は、最決昭 30・10・18 刑集 9・
11・2253（https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56883）（古物営業法旧第
33 条（両罰規定）は、古物営業法の一部を改正する法律（平成 7 年 4月 19日法律第 66 号）
により第 38 条に移動。）、最判昭 40・5・27 刑集 19・4・379（火薬類取締法違反，https:
//www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51743）、最決昭 43・4・30 刑集 22・4・36
3（商品取引所法違反，https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50852）。 
18 法律上の名義人と利益帰属主体が異なる場合の業務主の確定問題については、平岡雅紘
『法務研究報告書第 68 集第 2 号両罰規定に関する実証的研究』（法務総合研究所，1982
年）52-57 頁に詳しい。 
19 平岡雅紘『法務研究報告書第 68 集第 2号両罰規定に関する実証的研究』（法務総合研究
所，1982年）58-59 頁 
20 平岡雅紘『法務研究報告書第 68 集第 2号両罰規定に関する実証的研究』（法務総合研究
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所，1982年）35-36 頁にてこの立場が採られている。 
21 平岡雅紘『法務研究報告書第 68 集第 2号両罰規定に関する実証的研究』（法務総合研究
所，1982 年）183-184 頁によれば、業務主責任と従業者責任は別個、独立の構成要件に基
づくものであり、従業者の実行行為さえあれば（故意犯であれば故意がある必要はある）、
業務主の処罰のために従業者を起訴ないし処罰する必要はない。 
22 平岡雅紘『法務研究報告書第 68 集第 2号両罰規定に関する実証的研究』（法務総合研究
所，1982年）173 頁 
23 労働安全衛生法が成立した第 68 回国会では、昭和 47 年 4 月 18 日の衆議院社会労働委員
会において本法違反の責任追及が下級管理者に対して行われる可能性について議論された。
即ち、日本社会党後藤俊男委員が「建設産業の現状から考えてみるときに、現場主任がお
るわけです。この現場主任は、いわゆる下級管理者ですね。労働組合があれば労働組合の
組合員が多いと思います。労働安全衛生については、それらの人には何ら権限が与えられ
ていないわけなんですね。そうなった場合に、いまあなたが説明されましたような条文の
運用いかんによっては、万一災害があった場合に、企業の責任者は免れて、下級管理者が
責任を追及される、こういうような場合も想定されるわけなんですね。その点はひとつ明
確にすべきであるというのが一つです。」（https://kokkai.ndl.go.jp/txt/106804410X0171
9720418/8）と指摘し、政府委員渡邊健二労働省労働基準局長が「下級管理者がどの程度の
権限を持っているかということは、これはそれぞれの企業なり、現場なりによって一様で
ございませんので、一がいには申せないわけでございますが、新法におきましては、災害
防止の責任は、第一には事業者といたしておることは、先ほど申し上げましたとおりでご
ざいます。したがいまして、下級管理者に対して権限が明確に委任されていない限りは、
下級管理者の責任は追及されることはない、下級管理者に責任がしわ寄せされることはな
いわけでございます。それから、下級管理者に権限が委任されておって、それでその責任
が問われる場合でございましても、労働安全衛生法の百二十二条という規定がございまし
て、〈略〉事業者そのものであります法人、あるいは個人経営でございますれば事業主そ
の人、それに対しては当然責任追及がなされるわけでございまして、事業主が責任を免れ
て、下級者だけが責任をしわ寄せされるということはないわけでございます。」（https://
kokkai.ndl.go.jp/txt/106804410X01719720418/9）と答弁している。 
24 平岡雅紘『法務研究報告書第 68 集第 2号両罰規定に関する実証的研究』（法務総合研究
所，1982年 2 月）第 5章（183 頁～）の議論を参照。 
25 第 32条第 4 項は、その後の法改正により同条第 6 項に移動している。同項は、一の場所
で行われる作業につき、特定元方事業者に統括安全衛生管理を求めた法第 30 条や、建設物
等を関係請負人の労働者に使用させる建設業元方事業者等にリスク情報の提供等の措置を
求めた法第 31 条により各事業者によって講じられる措置に対応して、労働者に必要な事項
の遵守等を義務づけた規定である。 
26 寺西輝泰『改訂版 労働安全衛生法違反の刑事責任―総論―』（日労研，2004 年）244-2
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21 平岡雅紘『法務研究報告書第 68 集第 2号両罰規定に関する実証的研究』（法務総合研究
所，1982 年）183-184 頁によれば、業務主責任と従業者責任は別個、独立の構成要件に基
づくものであり、従業者の実行行為さえあれば（故意犯であれば故意がある必要はある）、
業務主の処罰のために従業者を起訴ないし処罰する必要はない。 
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所，1982年）173 頁 
23 労働安全衛生法が成立した第 68 回国会では、昭和 47 年 4 月 18 日の衆議院社会労働委員
会において本法違反の責任追及が下級管理者に対して行われる可能性について議論された。
即ち、日本社会党後藤俊男委員が「建設産業の現状から考えてみるときに、現場主任がお
るわけです。この現場主任は、いわゆる下級管理者ですね。労働組合があれば労働組合の
組合員が多いと思います。労働安全衛生については、それらの人には何ら権限が与えられ
ていないわけなんですね。そうなった場合に、いまあなたが説明されましたような条文の
運用いかんによっては、万一災害があった場合に、企業の責任者は免れて、下級管理者が
責任を追及される、こういうような場合も想定されるわけなんですね。その点はひとつ明
確にすべきであるというのが一つです。」（https://kokkai.ndl.go.jp/txt/106804410X0171
9720418/8）と指摘し、政府委員渡邊健二労働省労働基準局長が「下級管理者がどの程度の
権限を持っているかということは、これはそれぞれの企業なり、現場なりによって一様で
ございませんので、一がいには申せないわけでございますが、新法におきましては、災害
防止の責任は、第一には事業者といたしておることは、先ほど申し上げましたとおりでご
ざいます。したがいまして、下級管理者に対して権限が明確に委任されていない限りは、
下級管理者の責任は追及されることはない、下級管理者に責任がしわ寄せされることはな
いわけでございます。それから、下級管理者に権限が委任されておって、それでその責任
が問われる場合でございましても、労働安全衛生法の百二十二条という規定がございまし
て、〈略〉事業者そのものであります法人、あるいは個人経営でございますれば事業主そ
の人、それに対しては当然責任追及がなされるわけでございまして、事業主が責任を免れ
て、下級者だけが責任をしわ寄せされるということはないわけでございます。」（https://
kokkai.ndl.go.jp/txt/106804410X01719720418/9）と答弁している。 
24 平岡雅紘『法務研究報告書第 68 集第 2号両罰規定に関する実証的研究』（法務総合研究
所，1982年 2 月）第 5章（183 頁～）の議論を参照。 
25 第 32条第 4 項は、その後の法改正により同条第 6 項に移動している。同項は、一の場所
で行われる作業につき、特定元方事業者に統括安全衛生管理を求めた法第 30 条や、建設物
等を関係請負人の労働者に使用させる建設業元方事業者等にリスク情報の提供等の措置を
求めた法第 31 条により各事業者によって講じられる措置に対応して、労働者に必要な事項
の遵守等を義務づけた規定である。 
26 寺西輝泰『改訂版 労働安全衛生法違反の刑事責任―総論―』（日労研，2004 年）244-2
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45 頁 
27 ただし、寺西輝泰元検事は、労働安全衛生法違反について過失犯の成立を肯定する見解
を示している（文末脚注 30 参照）。 
28 平岡雅紘『法務研究報告書第 68 集第 2号両罰規定に関する実証的研究』（法務総合研究
所，1982 年）第 3 章（業務主の刑事責任）－第 3 節（業務主の注意義務）90-96 頁の議論
は同様の趣旨と思われる。特に、平岡は、93 頁において、労働安全衛生法第 26 条違反が第
122 条から除外されていないことを指摘した上で、業務主処罰の理論的根拠としての義務履
行委任説と経営者地位説を比較しながら、労働者固有の義務についての事業者責任を検討
する文脈で、94 頁で「労働安全衛生規則 366 条 1項は，「事業者は，明り掘削の作業を行
なうときは，物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため，当該作業に従事す
る労働者に保護帽を着用させなければならない。」と規定しており，同条 2 項は，「前項
の作業に従事する労働者は，同項の保護帽を着用しなければならない。」と規定している。
1 項，2項ともに故意犯であるから，被疑者甲〔引用者註＝事業者〕が従業者乙に保護帽を
着用させなかった場合は，甲，乙ともにそれぞれ 1 項，2項違反で処罰される。一方，被疑
者甲において，従業者乙が保護帽を着用していないことを知らなかった場合は，乙は 2 項
違反で処罰されるが，甲には犯意が認められないので 1 項違反は成立せず処罰されない。
甲の監督責任の有無についても，「義務履行委任説」によれば，甲は乙に義務の履行を委
任していないから，消極に解さざるを得ない。そうすると，甲を処罰することは不可能と
なるが，このような結論は妥当であろうか。労安法の趣旨・目的から考えてみることにす
る。」と議論を展開し、「事業者に対して，労働者が違反行為をしないように監督義務を
課すべきであり，かく解することこそ，労安法の趣旨・目的に合致すると考える。」と述
べている。ただし、事業者が具体的にどのような措置をとれば監督義務を果たしたとして
両罰規定の適用を免れるのかという詳細な議論はなされていない。 
29 金谷暁「〈研修講座〉労働安全衛生法㈤」（法務総合研究所『研修』No.412，1982 年 1
0 月）96 頁に同趣旨。 
30 寺西輝泰『改訂版 労働安全衛生法違反の刑事責任―総論―』（日労研，2004 年）300-3
01 頁において寺西元検事は「過失犯の処罰規定を欠く行政罰則に関して，判例は，行政罰
則に過失犯を処罰する旨の規定がなくても，それらの規定に，行政目的を達成するために
は過失犯を処罰することが必要であるとする意味が含まれているときは，明文の規定がな
くても過失犯を処罰することができるとしている（注）ので，安衛法の場合も，その規定
に過失犯を処罰する趣旨が含まれている場合には，明文の規定がなくても過失犯を処罰す
ることが可能である。 

（注）最高裁判決・刑集 7 巻 3号 506 頁，同・刑集第 16 巻 5 号 510 頁 
東京高裁判決・下級刑集・7巻 1 号 36 頁 

罪刑法定主義の見地からいえば，明文の規定がないのに過失犯を処罰することは認めら
れないことであり，過失犯処罰の規定を設けていないのは立法の手落ちであって，それを
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解釈によって補うことは好ましくないことであるが，明文の規定がないために過失犯を処
罰できないのでは，行政目的の達成を大きく阻害することになるということから，過失犯
の処罰を認めることにしたものであり，その範囲を無制限に拡大することは許されないで
あろう。 
安衛法の場合，措置を講ずるためには経済的な負担も大きく，意図的に措置を講じない

という故意犯も多いが，客観的な事実を見落としたことによる措置の不履行という過失犯
が多数に上ることも事実である。そして，安衛法の措置は，労働者の生命・身体を損ね，
健康を害する労働災害を予防することを目的とするものであり，これらの措置が故意に講
じられないことと過失により講じられないこととの間にはその危険性に全く差がないので
あって，過失犯も故意犯と同様に処罰する必要性は高い。 
特に，安衛法上の義務を，一つ一つの現場の状況を完全には認識できない立場にいる事

業者に負わせているのは，その責任を明確にすると同時に，事業者の事実認識のいかんに
係わらずその措置を講じる責任を負わせようとするもので，法律自体過失犯を処罰する趣
旨を含むものといえよう。 
そこで，安衛法で過失犯の処罰が認められる範囲を考えてみると，安衛法の措置には労

働災害を防止する措置のように，状態が危険な方に悪化するのを防止するための措置と，
採用時の教育の実施などのように現状をより良い方向に変化させるための措置とがあり，
前者の措置は必要性，緊急性が高く，故意とか過失とかは関係なく講じられなければなら
ないものであるので，前者の措置義務違反については過失犯も処罰できると解すべきであ
る。」との見解を述べている。 
最高裁判決・刑集 7 巻 3号 506 頁とは昭和 28 年 3 月 5日最高裁判所第一小法廷判決・昭

和 27 年（あ）第 3931 号・酒税法違反外国人登録令違反被告事件、同・刑集第 16 巻 5 号 5
10 頁とは昭和 37 年 5 月 4 日最高裁判所第二小法廷・昭和 35 年（あ）第 2945 号・賍物故
買、古物営業法違反事件，https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56988）で
ある。 
31 寺西輝泰『改訂版 労働安全衛生法違反の刑事責任―総論―』（日労研，2004年） 
32 ここで「本質的安全設計方策」とは、JIS B 9700：2013（ISO 12100：2010）（機械類
の安全性―設計のための一般原則―リスクアセスメント及びリスク低減）で定義される本
質的安全設計方策（ガード又は保護装置を使用しないで，機械の設計又は運転特性を変更
することによって，危険源を除去する又は危険源に関連するリスクを低減する保護方策）
をいい、「安全防護」とは、同規格で定義される「本質的安全設計方策によって合理的に
除去できない危険源，又は十分に低減できないリスクから人を保護するための安全防護物
の使用による保護方策」をいう。 
33 一般に、インターロック装置のないガード等の妥当性については、JIS B 9700：2013（I
SO 12100：2010）「機械類の安全性―設計のための一般原則―リスクアセスメント及
びリスク低減」等を参考に、リスクを勘案し慎重に検討されるべきであることに注意され
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解釈によって補うことは好ましくないことであるが，明文の規定がないために過失犯を処
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じられないことと過失により講じられないこととの間にはその危険性に全く差がないので
あって，過失犯も故意犯と同様に処罰する必要性は高い。 
特に，安衛法上の義務を，一つ一つの現場の状況を完全には認識できない立場にいる事

業者に負わせているのは，その責任を明確にすると同時に，事業者の事実認識のいかんに
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和 27 年（あ）第 3931 号・酒税法違反外国人登録令違反被告事件、同・刑集第 16 巻 5 号 5
10 頁とは昭和 37 年 5 月 4 日最高裁判所第二小法廷・昭和 35 年（あ）第 2945 号・賍物故
買、古物営業法違反事件，https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56988）で
ある。 
31 寺西輝泰『改訂版 労働安全衛生法違反の刑事責任―総論―』（日労研，2004年） 
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をいい、「安全防護」とは、同規格で定義される「本質的安全設計方策によって合理的に
除去できない危険源，又は十分に低減できないリスクから人を保護するための安全防護物
の使用による保護方策」をいう。 
33 一般に、インターロック装置のないガード等の妥当性については、JIS B 9700：2013（I
SO 12100：2010）「機械類の安全性―設計のための一般原則―リスクアセスメント及
びリスク低減」等を参考に、リスクを勘案し慎重に検討されるべきであることに注意され
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たい。なお、安衛法では、安衛則第 131 条第 2 項及び第 147 条第 2 項、エレベーター構造
規格第 30条等インターロック装置又はそれと同等以上と思われる措置が規定されることも
あるが、基本的にはあまり厳しく規定していない。 
34 ヒューマンエラー及びヒューマンファクターの概念を紹介する分かりやすい資料として、
臼井伸之介「ヒューマンエラーとヒューマンファクター(1)～(3)」（『安全衛生のひろば』
41 巻 6～8 号，2000 年 6～8月）。また、行動形成要因について紹介する分かりやすい資料
として、岡田有策「ヒューマンエラーの原因を探る―行動形成要因という考え方―」（第 3
6 回安全工学研究発表会講演予稿集，2003 年 12 月 4・5 日金沢工業大学多目的ホール，安
全工学協会） 
35 JIS B 9700：2013（ISO 12100：2010）（機械類の安全性―設計のための一般原則―リス
クアセスメント及びリスク低減）5.5.3.4 ではリスク見積りにおいてヒューマンファクタも
考慮しなければならないとしている。 
36 労働者不注意論に対する批判として、小木和孝「労働災害の”不注意”原因説をどう克服
するか」及び藤原精吾「｢不注意｣論とのたたかい」（いずれも日本労働者安全センター『月
刊いのち 労働災害・職業病』7 巻 5 号通巻 77 号，1973 年 3 月），狩野広之「労働者不注
意論の克服―過失と裁判の問題」（日本労働者安全センター『月刊いのち 労働災害・職業
病』10 巻 6 号通巻 114 号，1976 年 12 月）等がある。 
37 厚生労働省労働基準局『労働法コンメンタール③ 平成 22 年版 労働基準法 下』（労務
行政，2010 年）840 頁 
38 厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課編『労働法コンメンタール⑤ 六訂新版 労
働者災害補償保険法』（労務行政，2005 年）289 頁（昭和 40 年 7 月 31 日付け基発第 901
号） 
39 e-Stat 政府統計の総合窓口－労働者災害補償保険事業年報（https://www.e-stat.go.jp/sta
t-search?page=1&toukei=00450582） 
40 第 68回国会衆議院社会労働委員会において、就労拒否・退避権の問題については、まず
昭和 47 年 3 月 21 日に田邊誠委員（日本社会党）から「特に今後のいろいろな規定を実施
をする中に、労働者の、あるいはまたそこに労働組合があれば当然でありますけれども、
そういったものの労働災害防止のための発言権を確保することが私は必要ではないかと思
うのです。…当然この面について発言権を増加するという立場に立って、知る権利なり意
見を述べる権利なり、あるいは違法、不当な作業に対しては拒否するという権利なり…法
的な面においてもこれが明確化を期すべきであるというふうに思っております」（https://
kokkai.ndl.go.jp/txt/106804410X00819720321/49，太字は引用者。以下同じ。）「やはり
違法なものや不当なものに対して、そういった作業には労働者は携わらないという拒否権、
これを持っている。そういう権限、権利、これは法の中でもって明確にしておくことが必
要なことであるし、当然なことである」（https://kokkai.ndl.go.jp/txt/106804410X008197
20321/51）との質問があったのに対し、渡邊健二労働省労働基準局長は「身体に危険が急

－ 701 －



分担研究報告書（森山誠也） 

702 

 
迫した場合に退避する権利ということは規定するまでもないと考えておりますので—こ
の法律は法体系全体といたしますと、主として事業主側の責任とか義務とかを規定してお
ります関係上、特に退避する権利等はこの法律に書くまでもない、こういうことで規定し
てないわけでございますが、実質的に労働者が退避し得ることは当然のことである」（htt
ps://kokkai.ndl.go.jp/txt/106804410X00819720321/52）「おっしゃいましたような事態の
ときには、安全衛生委員会の中で十分実情を委員として把握され、それについて意見を使
用者側に表明される機会があるわけでございますし、さらには一般論といたしまして、基
準法ないしは安全衛生法関係の違反がある場合には、労働者はその違反を労働基準監督機
関に申告する権限も認められておるわけでございますから、そういうことによりまして、
十分に違反を是正し、それを直させる、そういう権限も労働者に与えられておる、われわ
れかように考えておるわけでございます。」と答弁した。 

4 月 12 日には川俣健二郎委員（日本社会党）からも就労拒否権について言及があり、渡
邊局長が「確かに労働者に非常に危害が急迫しておりますときに、使用者としては労働者
を退避させることは当然のことでございますが、ただ、それはそれぞれの場合によりまし
て、非常に多種多様であるわけでございます。そこで現在は〔引用者註＝労働基準法では〕、
それぞれの規則におきまして、こういう場合には使用者は労働者を退避させるというよう
な、それぞれの場合をあげまして規定をいたしておるところでございまして、法律で包括
的に書くということになりますと、これはなかなかむずかしいのではないか、かように考
えますが、なお規則等におきましても、考えられるいろいろな場合を想定いたしまして、
今後とも使用者にそういう義務をできる限り明確にしてまいりたい」（https://kokkai.ndl.
go.jp/txt/106804410X01419720412/168）等と答弁した。 

4 月 18 日には後藤俊男委員（日本社会党）から「事業者のほうで安全だ安全だといって
おりましても、そこで働いておる労働者が危険だ、やはり意見が相対立する場合があると
思うのです。そういうような場合を考えるときには、やはり自分の命が大事でありますか
ら、働いておる者としては緊急に避難するだけの権利があるのだ、その間につきましても
賃金カット等は行なわないんだ、これは働いておる労働者としての権利である、こういう
点を明確にすべきであると私は思うわけなんです。」（https://kokkai.ndl.go.jp/txt/10680
4410X01719720418/14）と質問があったのに対し、渡邊局長は「ただ緊急の場合につきま
して、使用者かそういう措置をとるひまがなく災害発生のおそれが緊迫しておるというよ
うな場合には…労働者が自己の生命身体を守るために、その現場から緊急避難的に退避で
きるということは当然のことでございまして、法律に一々明文の規定を置くまでもなく、
当然のことであると私ども考えておるわけでございます。」（https://kokkai.ndl.go.jp/txt/
106804410X01719720418/15）等と答弁した。 

4 月 25 日には山本政弘委員（日本社会党）から、「危険性があったんだったら直ちに中
止すべきであるにもかかわらず、要するにそれに対する対策研究をしながら、なおかつ生
産に従事させているという事実があるではないか。」（https://kokkai.ndl.go.jp/txt/10680
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4410X02019720425/97）「最後に申し上げたいことは、九十八条と九十九条〔引用者註＝
使用停止命令等〕です。…特に労働者の危険業務への一就労拒否という問題について、危
険の防止というものは、事業主の責務規定あるいは行政監督では保障できませんよ。…ゼ
ネラル石油の例でもわかるように、労働基準局というものは、労災のあとで現場に行って
いるんですよ。…指一本取られたくらいだったら一分間かそこいら機械をとめて、そうし
てまた回せば、生産というものは可能ですよね。つまり企業というものはそういうものな
んですよ。要するに取られた人間というものは、これは改善なんてやれっこないわけです
よ。やられっぱなしというのが労働者じゃないですか。つまり機械はかえることができる
だろうし、設備というものは改善することができるけれども、被災をした労働者というも
のは代替できないということですよ。その観念というものは、この法案の中を貫いた観念
ではないということを私は指摘したいわけです。設備は改善することはできる。機械は取
りかえることもできる。しかし、けがをしたり被災をした人間というものは、労働者とい
うものはかえることができない。それが安全の一番基本であるけれども、全法案を貫いて
いるものにはそれがないでしょう。」（https://kokkai.ndl.go.jp/txt/106804410X02019720
425/107）と質問したのに対し、渡邊局長が「監督官は、このような使用停止処分の権限を
持っておりますが、すべての場合にこれで有効かといわれますと、確かにゼネラル石油の
場合も事前の監督もいたしておるわけでありますが、そういう災害が起きた現場にいるか
どうかは、必ずしも常時いるということは確言できませんので、確かにそういう場合はこ
れらの規定だけでは十分安全が確保できるとはいえないと思います。したがいまして、〔引
用者註＝当時の労働基準法において〕われわれはいろいろな安全衛生規則とか酸欠防止規
則とか、それぞれの規則におきまして、急迫した危害が発生するおそれがあるときには、
使用者に労働者を待避させる義務等も規定をいたしておるわけでございまして、それらと
相まちまして使用者に安全確保の義務を罰則をもって強制しているということから、使用
者にそういう安全を確保させるための責任を負わせるという形で、安全の確保をはかって
おるところでございます。」（https://kokkai.ndl.go.jp/txt/106804410X02019720425/108）、
塚原俊郎労働大臣が「要するに、利潤追求と安全衛生を守ることには矛盾点があるではな
いかという御指摘でございましたが、今日までそれが絶無とは、私は言えないと思います。
いろいろな面で御批判をいただいた点はあると思います。しかし、今後は労使が一体とな
ってその企業を守り、また人命の尊重、明るい職場ということでいかなければ日本の経済
というものは伸びていかないのでありますから、この安全衛生法というものを中心として、
ことに責任者の責任というものも、事業主の責任というものも明確にいたしておりますか
ら、労使がほんとうに話し合って、円満な間柄で企業の発展を進展させること、それが一
番望ましい姿であり」（https://kokkai.ndl.go.jp/txt/106804410X02019720425/109）と答
弁した。 
参議院社会労働委員会においても、5 月 11 日に須原昭二委員（日本社会党）から「現実

にいま起きた労災を私たちが検討してみますと、被害労働者がその危険な仕事を拒否して
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おったら死亡事故は起きなかったと考えられるケースが非常に多いわけですよ。ただ、現
実の職場でありますと、危険である、あるいは有害であるとわかっておっても、個々の労
働者では使用者や監督者の就労命令を拒否できない場合が多いわけです。…危険有害業務
の就労拒否権を労働者に与える、それによる不利益処分を受けないように制度的に保障す
ることが私は必要だと思うのです。」（https://kokkai.ndl.go.jp/txt/106814410X01319720
511/73）と質問があったが、渡邊局長は従前のとおり答弁した。 
同日、田中寿美子委員（日本社会党）からは、有害物による健康障害について、「緊急

の場合の問題じゃなくて、いま、やっぱり問題だと私が思いますのは、急性の中毒という
のは、これはすぐわかりますね。そんなんじゃなくて、新しい有害物質、合成物質、たと
えばカドミウムなんかもその一つで、いま問題になっている PCB なんかもそうであります
けれども、そういうものは急性であったり、慢性毒性があったりするわけですね。それが、
そう簡単じゃないわけですよ。学者に頼んだり、研究所に頼んで、それをちゃんと慢性毒
性を立証するのに、動物実験で二年でも三年でもかかる、こういうようなものが非常に多
いのじゃないかと思いますね。…私は、それを取り扱っている労働者は、自分の健康に障
害を感ずるし、毎日毎日それに当たっているわけですから、わかるわけで、いまこれは非
常にあぶないというふうに思うときに、そのくらいのことでは使用者が応じてくれるわけ
でもないし、労働省だって、ちゃんとしたデータがなかったら、それを差しとめることが
できないわけでしょう。そうすると、労働者が感じて、ようやく最後になって立証された
ときは、もうからだが悪くなって死んでしまうときか、あるいは重体のときですね。です
から、あらかじめということばは、見分たちが作業をやっていて、これは危険だなと感じ
たときには、一時就労を拒否できる。そうしたら、本気になって検査するでしょう、使用
者が。そういうふうな権利があるんじゃないかということなんです。これはいかがですか。
法的には、おっしゃったとおりに、できますということにはなっているんですけれども、
実際は、なかなか、そういうふうに法律のような文章では通用しない問題が一ぱいあるの
で、これに対して、労働者が自分たちの対等の立場—先ほど午前中言われましたように、
労使対等の立場で、労働条件として話し合いたい。しかし、応じてくれない。そういうと
きには、一時就労を拒否する権利を留保してもいいんではないかと」（https://kokkai.ndl.
go.jp/txt/106814410X01319720511/133）と質問し、渡邊局長が安衛法の有害物関係規定に
ついて説明しつつ「新法の中では、…いろいろな措置によりまして、労働者のそういう懸
念に対しまして必要な措置が講じられるように相なっておるわけでございまして、それに
もかかわらず、労働者が危惧を持たれることはあるにいたしましても、そういう場合には、
やはりあくまでも客観的なことでないと—主観的に個々の労働者が危惧を持ったという
ことでは、やはりこれはなかなか法律上の問題にはなり得ないのではないかと、かように
思うわけでございます。」（https://kokkai.ndl.go.jp/txt/106814410X01319720511/136）
等々と答弁し、田中委員が更に「いまの主観的な危険の危惧ですか、主観的な危惧とか、
あるいは客観的な危険が存在するという、その判定は、これは労使の間でいつでも、何べ
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んも対立するわけですね。…かつて企業はこれは有害ではないと言い張ってきました。…
そういうふうに対立するときに、対等に労働者に発言権を与えよというのが私の主張でご
ざいまして…」（https://kokkai.ndl.go.jp/txt/106814410X01319720511/137）と質問し、
渡邊局長が「労働者がほんとうに対等の立場でこの委員会〔引用者註＝安全衛生委員会〕
の中でそういう問題について審議に加わり得るような運営がされるよう十分に行政指導を
してまいりたい」（https://kokkai.ndl.go.jp/txt/106814410X01319720511/138）と答弁し
ている。 

5 月 25 日には、須原昭二委員から再び、繰り返し就労拒否権明文化について質問がなさ
れた。ここで、須原委員「事業者が判断を誤って労働者を死に至らしめた場合ですね。も
ちろんこれは事業者は当然法的制裁を受ける、しかし労働者はそれで満足できないんです
よ。死んでしまって、あれは事業者は法的に罰せられたからいいわというわけにはまいら
ないわけです。したがって、労働者にとって事業者が罰せられるかいなか問題外なんです。
絶対に安全であるという、そういうものがすべてに私は優先すると思うのです。したがっ
て、…労働者…が自己の判断で行動できる余地を残しておくのが私は当然だと思う」（htt
ps://kokkai.ndl.go.jp/txt/106814410X01719720525/66）、渡邊局長「これは法文等の規定
を待つまでもなく、労働者が生命の安全を守りますために作業を中止して退避できること、
これは条理上の問題として当然のことであろう」（https://kokkai.ndl.go.jp/txt/106814410
X01719720525/67）、須原委員「はたして、私はこれから運用していく段階において安全
衛生委員会…で討議をするといったって…やはり職制の圧力というものはなみなみならぬ
問題点があると思うんですよ。…労働省は疑問がないとお考えになっていたら、それは認
識が間違っておると思うんですよ。監督行政の今日の能力の実態、そうしたものに欠陥が
ある現状ではどうしてもこの危険有害業務に対する労働者の自己防衛思想ですね、自己防
衛の主張というものは何らかの形で私は浮き彫りにされなければならないと思う。」（htt
ps://kokkai.ndl.go.jp/txt/106814410X01719720525/70）「事業者というものは利潤を追求
する側のものなんです。労働者というのは、そのために労働力を売る、労働力を提供する
側、本質的にこの二つの性格は異なっているんです。利害が対立する以上、ここに私は立
法の措置として、両方の側面から、事業者と労働者の側面から立法というものが考えられ
なければならない。」（https://kokkai.ndl.go.jp/txt/106814410X01719720525/72）、渡邊
局長「災害防止をすべき第一の責務は事業主側にあると思うわけでございます。…差し迫
った危険のときに労働者が緊急避難的に退避できる。これはもう私は自分の生命、身体を
守るための、それは人間として当然の権利であって、法律の規定を待つまでもないのであ
って…これはもう条理上当然の、人間として当然のことと」（https://kokkai.ndl.go.jp/txt/
106814410X01719720525/73）といったやりとりがなされた。 
この第 68 回国会では、結局、就労拒否・退避権については修正案が提出されることはな

く、衆参両院の社会労働委員会が行った附帯決議でも特に触れられることはなかった。 
41 International Labour Organization－General Survey concerning the Occupational Saf
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ety and Health Convention, 1981 (No. 155), the Occupational Safety and Health Rec
ommendation, 1981 (No. 164), and the Protocol of 2002 to the Occupational Safety 
and Health Convention, 1981（https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/98
thSession/ReportssubmittedtotheConference/WCMS_103485/lang--en/index.htm） 
42 日本労働者安全センター『月刊いのち 労働災害・職業病』vol. 6.4，No. 64，1972 年 2
月号（https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2266209/） 
43 昭和 47 年 9月 18 日付け基発第 602 号「労働安全衛生法および同法施行令の施行につい
て」 
44 第 80 回国会参議院社会労働委員会第 10 号昭和 52 年 5 月 19 日 011－日本社会党田中寿
美子委員質問（https://kokkai.ndl.go.jp/txt/108014410X01019770519/10） 
45 第 80 回国会参議院社会労働委員会第 10 号昭和 52 年 5 月 19 日 011－桑原敬一労働省労
働基準局長答弁（https://kokkai.ndl.go.jp/txt/108014410X01019770519/11） 
46 第 91 回国会衆議院社会労働委員会第 16 号昭和 55 年 5 月 7 日日本社会党安田修三委員
質問（https://kokkai.ndl.go.jp/txt/109104410X01619800507/33） 
47 第 126 回国会衆議院労働委員会第 3 号平成 5 年 2 月 23 日日本社会党沖田正人委員質問
（https://kokkai.ndl.go.jp/txt/112605289X00319930223/55） 
48 「特集 労働安全衛生法改訂（計画）に関する総評・単産・県評等の意見・要求」（日本
労働者安全センター『月刊いのち 労働災害・職業病』vol. 22.3，No. 255，1988 年 1月号，
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2266391/3）で労働者の就労拒否権について要求がなさ
れている。同特集の中の「総評の労働大臣あての安衛法及び関連法令の改正要求書（87.12）」
は各単産・県評等の意見等を集約したものであるが、その中で「事業者が法令上講ずべき
危害防止の必要な措置をしていなかった場合、あるいは客観的に見て危険・有害と思われ
る場合は労働者の自主的判断で退避することが出来るものとする。なおこのことをもって
労働者に不利益なことをしてはならないことの規定をおくこと。」と要求している。 
49 厚生労働省－第５回今後の労働安全衛生対策の在り方に係る検討会議事要旨（平成 16年
6 月 29 日）（https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0629-7.html，2022 年 10 月 21 日
閲覧） 
50 なお、厚生労働省労働基準局『労働基準監督年報 第 73 回 令和 2年版』統計表中「業種
別・規模別適用労働者数」（平成 26 年経済センサス－基礎調査（総務省統計局）をもとに
算出された数字）をもとに計算すると、常時 50 人以上の労働者を使用する事業場に使用さ
れる労働者は、全体の 45.2%である。 
51 労働基準法第 92 条では次のとおり就業規則と法令との関係及び就業規則変更命令につ
いて規定している。 
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労働基準法（昭和二十二年四月七日法律第四十九号） 
（法令及び労働協約との関係） 
第九十二条 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはな
らない。 
行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。 

この「法令」は強行法規のみに限られ、例えば民法第 90 条は含まれないという見解が現
在のところ有力であると思われる（東京大学労働法研究会編『注釈 労働基準法 下巻』（有
斐閣，2003 年）1016-1019 頁参照）。 
52 急迫した危険により労働者が退避したことがうかがえる例として、（報道内容に誤りが
無ければ）令和 5 年 2月 18 日に北海道名寄市のコンビニエンスストアで、積雪荷重のため
か、店舗の建物がミシミシという音をたて、徐々に半壊したが、中にいた店員らは店舗外
に避難して無事だったことが報道された例がある。店員は「ミシミシという音が聞こえて
外に逃げた」という。参考：テレ朝 NEWS（2023年 2月 18 日 18:13）「「ミシミシと音が
…」雪の重みでコンビニつぶれる」（https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000
000288.html，令和 5 年 2月 20 日閲覧），NHK 北海道NEWS WEB （2023 年 2月 18 日
20:06）「名寄のコンビニ 天井の一部崩れる 雪の重みが原因か」（https://www3.nhk.or.j
p/sapporo-news/20230218/7000055322.html，令和 5年 2 月 20 日閲覧），TBS NEWS D
IG（2023 年 2月 18日 15:39）「「雪の重みで倒壊した」営業中のコンビニ天井崩落、店舗
全体も…店内の４人は避難、築５～６年でミシミシという音 北海道名寄市」（https://ne
wsdig.tbs.co.jp/articles/-/336061?display=1，令和 5 年 2月 20 日閲覧） 
53 早川智津子「感染症対策をめぐる労働者の権利と義務」（『日本労働研究雑誌』2021 年
4 月号，No.729）（独立行政法人労働政策研究・研修機構 https://www.jil.go.jp/institute/z
assi/backnumber/2021/04/，2022 年 10 月 19 日閲覧） 
54 労働省労働基準局安全衛生部編『実務に役立つ労働安全衛生法』（中央労働災害防止協
会，1993年）74-75 頁 
55 安衛法第 61 条第 2項の名宛人の範囲については、昭和 49 年 6 月 25 日付け基収第 1367
号において、新潟労働基準局長による「労働者のみではなく、個人事業主や一人親方等も
含まれると解されるが如何」との疑義照会に対し、労働省労働基準局長は「貴見のとおり。
なお、労働安全衛生法第六一条第二項の規定が、産業労働の場以外の場における同条第一
項の業務についても適用されるものではないことはもち論であるので、念のため申し添え
る。」と回答している。この回答は、安衛法第 1 条の趣旨と整合的である。しかし、建設
アスベスト訴訟に係る令和 3年 5 月 17 日の最高裁判決の前後では、安衛法第 1条の行政解
釈が異なる。安衛法制定以降、労働省・厚生労働省は安衛法第 1 条について労働者の安全
及び健康の確保並びに労働者の快適な職場環境（平成 4 年法律第 55条による本法改正前ま
で「作業環境」）の形成の促進であると解釈していた。安衛法制定のもととなった労働基
準法研究会第 3 小委員会報告（昭和 46 年 7 月 13 日）では、労働災害防止のための危害防
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止基準の上乗せというニュアンスで、民間の自主的活動の推進及び労働者の健康対策の一
環としての労働環境の快適化が謳われており、平成 4 年法律第 55 号のもととなった平成 4
年 1 月 10 日付け中央労働基準審議会建議（「安全センター情報」1992 年 2 月号掲載）で
も、快適職場の概念を飽くまで労働者に係るものとの旨明記していたのである。しかし、
法律では「労働者の

、、、、
快適な作業環境」や「労働者の

、、、、
快適な職場環境」とは明記されなかっ

たため、同判決では、文理上、同じ場所で働く労働者以外の者も法律の保護対象となると
判断された。したがって、同通達は、発出当初は、「労働者の保護のための規定であるか
ら産業労働の場以外の場に適用はない」との趣旨と解されるが、現在では、「労働者及び
労働者と同じ職場で働く者のための規定であるから産業労働の場以外の場に適用はない」
というふうにその解釈を改めれば依然として同判決と整合するといえる。しかしながら、
安衛法第 5 章を見てみれば、例えばボイラーの製造流通規制や石綿の製造等禁止規定は、
労働者だけでなく一般市民の安全及び衛生も目的としている筈であるところ、第 1 条の目
的規定との関係で言えば、労働者（及び労働者と同じ場所で働く者）に危害を及ぼさない
場合に適用がないという主張もあるだろう。これについては昭和 47 年 9 月 18 日付け発基
第 91 号「労働安全衛生法の施行について」で「労働基準法の適用範囲より拡大され、政令
で定める一定の機械等または有害物の製造等を行なう者は、何人も、この法律による規制
を受けることとなつた。」とされているが、家庭でボイラーを自作する場合（間違えば近
隣住民に危険が及ぶ）なども含むのか否か、第 1 条の趣旨との関係で疑問が残る。私見で
は、労働法が安全衛生の相当部分を担ってきた歴史と、安衛法が全国 327 箇所に官署を有
する労働基準監督機関により司法処分を含む機動的な履行確保が可能であることに鑑み、
第 1条である領域に関する一般公衆を含む産業安全衛生の確保も明記すべきだと考える（例
えば、主として労働者に危険や健康障害を及ぼすおそれのある危険源については、一般公
衆を含め安衛法により規制する等）。それは、第 61 条第 2 項の解釈にも影響を及ぼすだろ
う。その場合は、他の法領域との調整や、三者構成原則との関係について議論が必要かも
しれない。 
56 国際労働機関ウェブサイト－ILO 駐日事務所－1963 年の機械防護条約（第 119 号）（ht
tps://www.ilo.org/tokyo/standards/list-of-conventions/WCMS_239060/lang--ja/index.ht
m），外務省－条約データ検索－機械の防護に関する条約（第百十九号，外務省訳）（htt
ps://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S49-0139.pdf） 
57 外務省ウェブサイト「石綿の使用における安全に関する条約（第 162 号）」（https://w
ww.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty162_4.html），厚生労働省法令等データベース（h
ttps://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=97aa7370&dataType=0&pageNo=1） 
58 International Labour Organization－General Survey concerning the Occupational Saf
ety and Health Convention, 1981 (No. 155), the Occupational Safety and Health Rec
ommendation, 1981 (No. 164), and the Protocol of 2002 to the Occupational Safety 
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止基準の上乗せというニュアンスで、民間の自主的活動の推進及び労働者の健康対策の一
環としての労働環境の快適化が謳われており、平成 4 年法律第 55 号のもととなった平成 4
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も、快適職場の概念を飽くまで労働者に係るものとの旨明記していたのである。しかし、
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快適な職場環境」とは明記されなかっ

たため、同判決では、文理上、同じ場所で働く労働者以外の者も法律の保護対象となると
判断された。したがって、同通達は、発出当初は、「労働者の保護のための規定であるか
ら産業労働の場以外の場に適用はない」との趣旨と解されるが、現在では、「労働者及び
労働者と同じ職場で働く者のための規定であるから産業労働の場以外の場に適用はない」
というふうにその解釈を改めれば依然として同判決と整合するといえる。しかしながら、
安衛法第 5 章を見てみれば、例えばボイラーの製造流通規制や石綿の製造等禁止規定は、
労働者だけでなく一般市民の安全及び衛生も目的としている筈であるところ、第 1 条の目
的規定との関係で言えば、労働者（及び労働者と同じ場所で働く者）に危害を及ぼさない
場合に適用がないという主張もあるだろう。これについては昭和 47 年 9 月 18 日付け発基
第 91 号「労働安全衛生法の施行について」で「労働基準法の適用範囲より拡大され、政令
で定める一定の機械等または有害物の製造等を行なう者は、何人も、この法律による規制
を受けることとなつた。」とされているが、家庭でボイラーを自作する場合（間違えば近
隣住民に危険が及ぶ）なども含むのか否か、第 1 条の趣旨との関係で疑問が残る。私見で
は、労働法が安全衛生の相当部分を担ってきた歴史と、安衛法が全国 327 箇所に官署を有
する労働基準監督機関により司法処分を含む機動的な履行確保が可能であることに鑑み、
第 1条である領域に関する一般公衆を含む産業安全衛生の確保も明記すべきだと考える（例
えば、主として労働者に危険や健康障害を及ぼすおそれのある危険源については、一般公
衆を含め安衛法により規制する等）。それは、第 61 条第 2 項の解釈にも影響を及ぼすだろ
う。その場合は、他の法領域との調整や、三者構成原則との関係について議論が必要かも
しれない。 
56 国際労働機関ウェブサイト－ILO 駐日事務所－1963 年の機械防護条約（第 119 号）（ht
tps://www.ilo.org/tokyo/standards/list-of-conventions/WCMS_239060/lang--ja/index.ht
m），外務省－条約データ検索－機械の防護に関する条約（第百十九号，外務省訳）（htt
ps://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S49-0139.pdf） 
57 外務省ウェブサイト「石綿の使用における安全に関する条約（第 162 号）」（https://w
ww.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty162_4.html），厚生労働省法令等データベース（h
ttps://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=97aa7370&dataType=0&pageNo=1） 
58 International Labour Organization－General Survey concerning the Occupational Saf
ety and Health Convention, 1981 (No. 155), the Occupational Safety and Health Rec
ommendation, 1981 (No. 164), and the Protocol of 2002 to the Occupational Safety 
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and Health Convention, 1981（https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/98
thSession/ReportssubmittedtotheConference/WCMS_103485/lang--en/index.htm）50頁（C
hapter II, section 7, subsection E, paragraph 146） 
59 労働基準監督年報は、ILO 第 81 号条約第 20 条の規定により作成・公表される年次報告
書であり、直近数か年分については厚生労働省のウェブサイト（https://www.mhlw.go.jp/
bunya/roudoukijun/kantoku01/）で閲覧することができる。定期監督等実施状況や送検事
件状況の件数は統計期間は暦年（1月 1 日～12 月 31 日）である。定期監督等実施状況・法
違反状況については一部の条文についてしか違反件数が集計されていないが、送検事件状
況についてはすべての事件の主条文について集計されている旨統計表に記載されている
（主条文でないものは集計されていない）。 
60 国土交通省ネガティブ情報等検索サイトに、会社 X に対し次のとおり処分が行われた旨
掲載されている（https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetu
gyousya&EID=search&no=949，令和 2年 8月 23日 15:18 閲覧）。 
商号又は名称 〈引用略＝会社 X〉 
処分年月日 2021年 2月 26 日 
処分を行った者 宮崎県 
根拠法令 建設業法第 28 条第 1 項（第 3号該当） 
処分の内容（詳細） 建設業法第 28 条第 1 項に基づく指示処分 1 今回の違反行為の再
発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講じること。(1) 今回の違反行為の内
容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。(2) 
社内の業務運営の調査及び施工体制の点検を行うとともに、業務管理体制をより一層
整備・強化すること。(3) 建設業法及び関係法令の遵守を徹底するため、研修計画を作
成し、従業員に対し継続的な研修を行うこと。2 前記各号について講じた措置（前記
に係る措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。）を所定の期日までに文書で
報告すること。 

処分の原因となった事実 〈引用略＝会社 X〉及び同社使用人は、フォークリフトを使用
した建設資材の荷降ろし作業中に、機械等による危険を防止するための必要な措置を
講じず死亡事故を発生させたとして、労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金の刑
に処せられ、令和 3 年 1月 26 日にその刑が確定した。 

61 労働新聞社「フォークリフトのエンジン切らずに送検 挟まれ死亡災害が発生 日南労
基署」（https://web.archive.org/web/20201008114126/https://news.goo.ne.jp/article/rod
o/nation/rodo-90776.html）（この事件は労働新聞で労働安全衛生法第 20 条違反と記載さ
れているが、厚生労働省労働基準局監督課が発表している「労働基準関係法令違反に係る
公表事案」によると労働安全衛生法第 26 条（労働安全衛生規則第 151 条の 11）違反の旨
記載されている。事案の内容から判断すると、厚生労働省の発表が正しく、労働新聞社の
記事が誤りであると考えられる。） 
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62 経済産業省「鉱山保安法等逐条解説」（https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/i
ndustrial_safety/law/kouzankaisetsu.html，令和 3年 8月 20 日閲覧）21 頁 
63 鉱山保安法第 19 条及び第 20 条 
64 経済産業省「鉱山保安法等逐条解説」（https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/i
ndustrial_safety/law/kouzankaisetsu.html，令和 3年 8月 20 日閲覧）44 頁 
65 国際労働機関ウェブサイト－ILO駐日事務所－1995年の鉱山における安全及び健康条約
（第 176 号）（https://www.ilo.org/tokyo/standards/list-of-conventions/WCMS_239003/l
ang--ja/index.htm） 
66 Legislation.gov.uk －Health and Safety at Work etc. Act 1974 - Part I - General d
uties - Section 7（https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/37/section/7，2022 年 10
月 21 日閲覧） 
67 労働安全衛生総合研究所ウェブサイト内の資料 －（旧）国際安全衛生センター「イギリ
ス 1974 年労働安全衛生法」のページ（https://www.jniosh.johas.go.jp/icpro/jicosh-old/jap
anese/country/uk/law/HealthandSafetyatWorkAct1974/，2022 年 10 月 21日閲覧）の下部
に和訳へのリンクあり。 
68 United States Department of Labor －OSH Act of 1970 Section 5（https://www.os
ha.gov/laws-regs/oshact/section_5，2022 年 10月 21 日閲覧） 
69 労働安全衛生総合研究所ウェブサイト内の資料 －（旧）国際安全衛生センター「アメリ
カ 1970 年労働安全衛生法」のページ（https://www.jniosh.johas.go.jp/icpro/jicosh-old/jap
anese/country/usa/law/OSHAct1970/mokuji.html，2022 年 10 月 22日閲覧）の下部に和訳
へのリンクあり。 
70 第 68回国会参議院社会労働委員会第 13号昭和 47年 5月 11日北川俊夫労働省労働基準
局安全衛生部長答弁「公害関係、たとえば排水処理に関する法律、あるいは建築関係で言
いますと、建築基準法、あるいは避難に関する消防法、そういう関連のことをここでは意
味をいたしております。」（https://kokkai.ndl.go.jp/txt/106814410X01319720511/140） 
71 小学館『デジタル大辞泉』では「心をくばること。心づかい。」、小学館『精選版 日本
国語大辞典』では「心をくばること。心づかい。心配。」としている。 
72 対照的な例として、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10
年法律第 114 号）第 53条の 8では、保健所長が事業者に対して事業者が指定する結核健康
診断の期日等について指示を行う場合には、予め所轄労働基準監督署長と「協議」をしな
ければならないと規定している。 
73 第 68回国会参議院社会労働委員会第 13号昭和 47年 5月 11日北川俊夫労働省労働基準
局安全衛生部長答弁「事業場内の災害、特に職業病の問題と事業場外の公害、一般市民の
方が疾病になられる関係はうらはらの関係だろうと思います。したがいまして、事業場内
を安全にあるいは衛生にすることによって公害防止にも当然寄与ができると、こういう考
え方でこの規定を設けたわけでございまして、したがいまして、われわれとしましては、
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69 労働安全衛生総合研究所ウェブサイト内の資料 －（旧）国際安全衛生センター「アメリ
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いますと、建築基準法、あるいは避難に関する消防法、そういう関連のことをここでは意
味をいたしております。」（https://kokkai.ndl.go.jp/txt/106814410X01319720511/140） 
71 小学館『デジタル大辞泉』では「心をくばること。心づかい。」、小学館『精選版 日本
国語大辞典』では「心をくばること。心づかい。心配。」としている。 
72 対照的な例として、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10
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ければならないと規定している。 
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方が疾病になられる関係はうらはらの関係だろうと思います。したがいまして、事業場内
を安全にあるいは衛生にすることによって公害防止にも当然寄与ができると、こういう考
え方でこの規定を設けたわけでございまして、したがいまして、われわれとしましては、
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事業場内の有害物を単に外へ排除すればいいというのじゃなくて、外に排除する際にも外
のことも考え、中の衛生環境を規制する、そういう意味で、一体的に安全衛生と公害とを
運営するという配慮でございました。」（https://kokkai.ndl.go.jp/txt/106814410X013197
20511/142） 
74 昭和 46 年 5月 24 日付け基発第 399 号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」
の本文及び記のⅣの一及び二に、公害防止への寄与についての記載がある（https://www.
mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2101&dataType=1）労働基準法時代の通達であるが労
働安全衛生法制定後も有効である。)。 
75 昭和 47年 9月 18日付け基発第 589号「鉛中毒予防規則の施行について」記の第二の 5(1) 
76 経済産業省「鉱山保安法等逐条解説」（https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/i
ndustrial_safety/law/kouzankaisetsu.html，令和 3年 8月 20 日閲覧）23頁 
77 寺本廣作『勞働基準法解説』（時事通信社，1948 年）（日本立法資料全集別巻 46 信山
社，1998年）262-263 頁 
78 特定化学物質等障害予防規則の制定経緯については、「座談会 特定化学物質等障害予防
規則の制定をめぐって（出席者 労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課主任中央じん肺
診査医医学博士宮野美宏，労働衛生研究所労働生理部長医学博士坂部弘之，早稲田大学教
授工学博士房村信雄，財団法人労働福祉共済会秋元広吉）」（『労働福祉』昭和 46 年 8月
号）及び 79 を参照した。 
79 特定化学物質等障害予防規則の制定経緯については、松尾幸夫主筆，片岡輝男，木村嘉
勝編『政策担当者が語る労働衛生施策の歩み』（労働調査会，平成 24 年）61-65頁及び 78
を参照した。 
80 この結果は、「有害物質取り扱い事業場総点検の結果について（全文）」（日本労働者
安全センター『月刊いのち 労働災害・職業病』vol. 5.2～3，No. 50～51 合併号，1970 年
12 月，https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2266196/75）で読むことができる。 
81 昭和 46 年 5月 24 日付け基発第 399 号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」
前文及び記のⅣ（https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2101&dataType=1&pag
eNo=1） 
82 この報告書の引用部分末尾に「…なんらの考慮も払われていない現状にある」とあるが、
省令レベルでは、既に特定化学物質等障害予防規則（昭和 46 年 4 月 28 日労働省令第 11 号）
が制定されていた。ただし、第 11 条（残さい処理）の規定は昭和 46 年 11月 1日、第 8 条
（除じん）、第 9 条（排ガス処理）及び第 10 条（排液処理）の規定は昭和 47 年 5 月 1 日
に施行された。 
83 濱口桂一郎『日本の労働法政策』（独立行政法人労働政策研究・研修機構，2018年）46
3 頁 
84 第 68回国会衆議院社会労働委員会第 17号昭和 47年 4月 18日渡邊健二労働省労働基準
局長は「個々の災害防止の措置の基準につきましては、これはそれぞれの業種、それぞれ
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の作業によりまして非常に多岐にわたらなければ具体的な措置を規制し得ないわけでござ
います。現在ございます諸規則でもその条項を全部合計いたしますと千数百条になるよう
な内容でございますし、またそれらの災害防止のための措置は、いろいろ技術の進展等々
によりまして随時改正をしていく必要がありますので、これを一々法律に規定することは
むしろ適当でないということで省令に譲ったわけではございますが、しかし今回の法律で
はむしろ、二十条から二十五条〔本研究協力者註＝この 25 条というのは修正前安衛法原案
の第 25 条をいい、修正後成立した第 24 条に該当する。〕までに、それぞれの災害の原因
別にそれを規制すべき処置の方向等を各条ごとに明確にいたしまして、そういう措置を省
令で定める基準を明確にいたしておるわけでございまして、その点従来の労働基準法にお
きましてはわずか二、三条〔本研究協力者註＝労働基準法旧第 42 条及び第 43 条のことと
思われる。〕でそれを包括的に書いて、すべて規則に譲っておりましたものからいたしま
すと、規則を制定すべき基本的な方向というものは法律の中で相当明確になっておるわけ
でございますので、今後規則の中で相当具体的な個々の措置を規制していく上に今度の新
法は大いにプラスになるものと私ども考えておるわけでございます。」（https://kokkai.nd
l.go.jp/txt/106804410X01719720418/134） 
85 労働省労働基準局安全衛生部編『実務に役立つ労働安全衛生法』（中央労働災害防止協
会，1993年）176-177 頁 
86 国家行政組織法第 14 条第 1項 
87 法令で正式に告示を含むとしているものに、行政手続法第 2 条がある。また、法律から
一定の事項を委任（再委任）された告示は、通常、法令に含めて考えることが多い。 
88 実施命令、委任命令について、法制執務研究会編『新訂ワークブック法制執務』（㈱ぎ
ょうせい，2010 年）48-52 頁（問 15）参照 
89 櫻井敬子，橋本博之『行政法［第 4版］』（弘文堂，2013 年）第 6 章第 2節の議論を参
照した。 
90 再委任について、法制執務研究会編『新訂ワークブック法制執務』（㈱ぎょうせい，20
10 年）52-53 頁（問 16） 
91 規制の設定又は改廃に係る意見提出手続（平成 11 年 3 月 23 日閣議決定）（https://ww
w.soumu.go.jp/main_content/000526774.pdf） 
92 総務省－規制の設定又は改廃に係る意見提出手続（いわゆるパブリック・コメント手続）
（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/tetsuzukihou/iken_teisyutsu.html） 
93 行政手続法第39条第 4条ではパブリックコメント手続の適用除外となる場合が掲げられ
ており、同条第 4 号では法律の規定により委員会等の議を経て定められ、かつ一定の条件
を満たすものとして政令で定められる命令等については適用を除外することとしているが、
本法に基づく命令は、当該命令等に該当しない。同条の他の各号にも通常は該当しないと
思われる。 
94 寺西輝泰『改訂版 労働安全衛生法違反の刑事責任―総論―』（日労研，2004 年）
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ており、同条第 4 号では法律の規定により委員会等の議を経て定められ、かつ一定の条件
を満たすものとして政令で定められる命令等については適用を除外することとしているが、
本法に基づく命令は、当該命令等に該当しない。同条の他の各号にも通常は該当しないと
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第 2編第 1章第 2 節の第 1（216-221 頁） 
95 令和 3年 5月 17 日最高裁判所第一小法廷判決・平成 30 年（受）第 1447 号，第 1448 号，
第 1449 号，第 1451 号，第 1452 号各損害賠償請求事件（建設アスベスト訴訟神奈川 1 陣）
判決文（https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90298）において、「本件に
ついてみると，安衛法は，職場における労働者の安全と健康の確保等を目的として（1条），
事業者は，労働者の健康障害の防止等のために必要な措置を講じなければならないものと
しているのであって（22 条等），事業者が講ずべき具体的措置を労働省令（平成 11年法律
第 160 号による改正後は厚生労働省令）に委任している（27条 1 項）。このように安衛法
が上記の具体的措置を省令に包括的に委任した趣旨は，事業者が講ずべき措置の内容が多
岐にわたる専門的，技術的事項であること，また，その内容をできる限り速やかに技術の
進歩や最新の医学的知見等に適合したものに改正していくためには，これを主務大臣に委
ねるのが適当であるとされたことによるものである。以上の安衛法の目的及び上記各規定
の趣旨に鑑みると，主務大臣の安衛法に基づく規制権限は，労働者の労働環境を整備し，
その生命，身体に対する危害を防止し，その健康を確保することをその主要な目的として，
できる限り速やかに，技術の進歩や最新の医学的知見等に適合したものに改正すべく，適
時にかつ適切に行使されるべきものである（前掲最高裁平成 16 年 4 月 27 日第三小法廷判
決，前掲最高裁平成 26 年 10 月 9 日第一小法廷判決参照）。」との考え方が示されている。 
96 労働安全衛生規則（昭和 47年 9月 30日労働省令第 32 号）第 4 編参照 
97 労働省労働基準局編『労働法コンメンタール 3 改訂新版 労働基準法 下』（労務行政研
究所，1969 年）500 頁 
98 法制事務においては、A の根拠条項を B だと解する（取り扱う）ことを、「A（省令の
条項）を B（法律の条項）で読む

、、
」という。 

99 労働安全衛生法第五十七条第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める標章（平
成 18年 10 月 20 日厚生労働省告示第 619 号）（https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombu
n/hor1-1/hor1-1-68-1-0.htm） 
100 厚生労働省「建設アスベスト訴訟に係るこれまでの経緯」（厚生労働大臣と建設アスベ
スト訴訟原告団及び弁護団との間の基本合意書，その他）（https://www.mhlw.go.jp/stf/n
ewpage_19306.html） 
101 昭和 50 年 10 月 1 日付け基発第 573 号「特定化学物質等障害予防規則の一部を改正する
省令の施行について」（https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2103&dataType=
1） 
102 国際労働機関ウェブサイト－ILO 駐日事務所－2006 年の職業上の安全及び健康促進枠
組条約（第 187 号）（https://www.ilo.org/tokyo/standards/list-of-conventions/WCMS_23
9181/lang--ja/index.htm），外務省－条約－「職業上の安全及び健康を促進するための枠組
みに関する条約（第 187 号）」（外務省訳）（https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty
/treaty166_6.htmlhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty166_6_gai.html） 
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103 濱口桂一郎「国会図書館調査及び立法考査局講演『行政機関における政策形成過程－労
働法制を中心に』」（http://hamachan.on.coocan.jp/ndl.html） 
104 労働基準法第 113 条の規定は、法制執務研究会編『新訂ワークブック法制執務』（ぎょ
うせい，2010 年）において「特別の事情があって、制令等に対し、ある程度広い範囲で法
律事項を委任しなければならないような場合には、その規定の内容が行政機関の恣意にわ
たることのないように、〈略〉その制定前にあらかじめ学識経験者などで組織する特定の
審議会等の意見を聴くべきものとされることもある。」の例として掲げられている。 
105 厚生労働省設置法第 9 条（平成 11 年法律第 97 号）第 1項第 1項，労働政策審議会令（平
成 12 年政令第 284 号）第 6条第 1項 
106 令和 3年 12月 18 日「労働安全衛生法の改正に向けた法学的視点からの調査研究」第 2
2 回会議における三柴丈典教授（元労働政策審議会安全衛生分科会委員）、唐澤正義（元労
働省）らからのご教示による。 
107 厚生労働省－審議会・研究会等－労働基準局が実施する検討会等（https://www.mhlw.g
o.jp/stf/shingi/indexshingiother_128808.html） 
108 なお、労働安全衛生に関する事項のうち、年少者に関する事項、母性保護に関する事項
並びに寄宿舎の設備及び安全衛生に関する事項については、使用者を名宛人とする労働基
準法で定められている。このうち寄宿舎の設備及び安全衛生に関する事項を定める労働基
準法第 96 条第 1 項は、本法第 23 条と非常によく似た規定振りとなっている。 
109 畠中信夫著『労働安全衛生法のはなし〔改訂版〕中災防新書 003』（中央労働災害防止
協会，2006 年）47頁 
110 寺本廣作『勞働基準法解説』（時事通信社，1948年）（日本立法資料全集別巻 46 信山
社，1998 年）261-262 頁 
111 旧労働安全衛生規則第 59 条、第 172 条及び第 204 条の規定は次のとおり。 
労働安全衞生規則（昭和二十二年十月三十一日労働省令第九号） 
第五十九條 動力傳導裝置による危害を防止するため、機械毎に電動機を取り付け、又
はその全系統を簡略に配置するよう努めなければならない。 

第百七十二條 ガス、蒸氣又は粉じんを発散し、有害放射線にさらされ、騒音を発し、
病原体によつて汚染される等衞生上有害な作業場においては、その原因を除去するた
め、作業又は施設の改善に努めなければならない。 

第二百四條 事業場には、労働者が有効に利用し得る休憩の設備を設けるように努めな
ければならない。 

112 令和 4 年 6 月 25 日「法学的視点からみた社会経済情勢の変化に対応する労働安全衛生
法体系に係る調査研究」第 2 回会議において畠中信夫氏から「安全衛生法の 20 条から 27
条までの規定というのは、もし安全衛生法を 10 か条に圧縮しろと言われたとしても最後ま
で残る条文なのです。あれは基本的な条文でありまして、要するに 20 条から 27 条までの
規定というのは、事業者にその使用する労働者の安全衛生を確保するために必要な措置を
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審議会等の意見を聴くべきものとされることもある。」の例として掲げられている。 
105 厚生労働省設置法第 9 条（平成 11 年法律第 97 号）第 1項第 1項，労働政策審議会令（平
成 12 年政令第 284 号）第 6条第 1項 
106 令和 3年 12月 18 日「労働安全衛生法の改正に向けた法学的視点からの調査研究」第 2
2 回会議における三柴丈典教授（元労働政策審議会安全衛生分科会委員）、唐澤正義（元労
働省）らからのご教示による。 
107 厚生労働省－審議会・研究会等－労働基準局が実施する検討会等（https://www.mhlw.g
o.jp/stf/shingi/indexshingiother_128808.html） 
108 なお、労働安全衛生に関する事項のうち、年少者に関する事項、母性保護に関する事項
並びに寄宿舎の設備及び安全衛生に関する事項については、使用者を名宛人とする労働基
準法で定められている。このうち寄宿舎の設備及び安全衛生に関する事項を定める労働基
準法第 96 条第 1 項は、本法第 23 条と非常によく似た規定振りとなっている。 
109 畠中信夫著『労働安全衛生法のはなし〔改訂版〕中災防新書 003』（中央労働災害防止
協会，2006 年）47頁 
110 寺本廣作『勞働基準法解説』（時事通信社，1948年）（日本立法資料全集別巻 46 信山
社，1998 年）261-262 頁 
111 旧労働安全衛生規則第 59 条、第 172 条及び第 204 条の規定は次のとおり。 
労働安全衞生規則（昭和二十二年十月三十一日労働省令第九号） 
第五十九條 動力傳導裝置による危害を防止するため、機械毎に電動機を取り付け、又
はその全系統を簡略に配置するよう努めなければならない。 

第百七十二條 ガス、蒸氣又は粉じんを発散し、有害放射線にさらされ、騒音を発し、
病原体によつて汚染される等衞生上有害な作業場においては、その原因を除去するた
め、作業又は施設の改善に努めなければならない。 

第二百四條 事業場には、労働者が有効に利用し得る休憩の設備を設けるように努めな
ければならない。 

112 令和 4 年 6 月 25 日「法学的視点からみた社会経済情勢の変化に対応する労働安全衛生
法体系に係る調査研究」第 2 回会議において畠中信夫氏から「安全衛生法の 20 条から 27
条までの規定というのは、もし安全衛生法を 10 か条に圧縮しろと言われたとしても最後ま
で残る条文なのです。あれは基本的な条文でありまして、要するに 20 条から 27 条までの
規定というのは、事業者にその使用する労働者の安全衛生を確保するために必要な措置を
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講じなければならないということを、抽象的に、と言うと語弊があるのかもしれませんが、
要するに義務付けられた規定です。」とのお話があったのを参考とした。 
113 労働安全衛生法第 65 条の 3（作業の管理）及び第 65 条の 4（作業時間の制限）などの
位置づけについても検討が必要であるが、ここでは省略することとしたい。 
114 第 68 回国会衆議院社会労働委員会第 20 号昭和 47 年 4 月 25 日田邊誠委員（https://ko
kkai.ndl.go.jp/txt/106804410X02019720425/146） 
115 第 68回国会参議院社会労働委員会第 12 号昭和 47 年 5月 9日労働安全衛生法案（https:
//kokkai.ndl.go.jp/#/detailPDF?minId=106814410X01219720509&page=40，ただし、小字
及び―は衆議院修正の部分）。なお、先議院で法律案が修正可決された場合は、後議院で
審議対象となるのは法律案の原案ではなく当該修正可決された法律案である。 
116 風紀の保持は労働災害の防止と直接関係無く、危害防止基準に含むべきでないという論
理もありうるが、それほど実益もないと思われたので本稿では検討しなかった。 
117 平成 18 年 3 月 10 日付け基発第 0310001 号「危険性又は有害性等の調査等に関する指
針について」（https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-47/hor1-47-5-1-0.htm），
厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課『危険性又は有害性等の調査等に関する指針・同
解説』（https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/dl/ka060320001b.pdf） 
118 厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課『危険性又は有害性等の調査等に関する指針・
同解説』（https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/dl/ka060320001b.pd
f）14 頁解説 3。 
119 厚生労働省－職場のあんぜんサイト－安全衛生キーワード「事故の型」（https://anzen
info.mhlw.go.jp/yougo/yougo20_1.html，2022 年 10 月 28 日閲覧） 
120 現在厚生労働省が使用している労働災害統計の「死傷災害の事故の型および起因物分
類」は、労働省安全課「死傷災害の事故の型および起因物分類（上）」（労働省労働基準
局安全衛生部編『安全』23 巻 7号，1972 年 7月，https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2211
190/32）で発表され、昭和 48年 1 月から採用されたものである。起因物分類は、現在に至
るまで、新たな機械の出現などに併せていくらかの改訂がなされてきている。 
121 「事故の型」は危害の潜在的な源、すなわち危険源とは大きく異なる。例えば、事故の
型の 1 つである「墜落・転落」を例に取ると、高所の架設通路に墜落防護柵があれば、そ
こには既に墜落・転落のおそれがないので、リスクアセスメントの対象とならない。墜落
防護柵が劣化する等により故障し、又は性能が低下したときに漸く、リスクアセスメント
の対象としてテーブルに上るだろう。このようなやり方は、危険源をスタート地点とする
やり方に比べ、対処療法的になるだろう。 
122 労働安全衛生規則第 256条（危険物を製造する場合等の措置）がその例である。 
123 労働省労働基準局安全衛生部編『実務に役立つ労働安全衛生法』（中央労働災害防止協
会，1993 年）49 頁 
124 厚生労働省－職場のあんぜんサイト－安全衛生キーワード「起因物」（https://anzeninf
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o.mhlw.go.jp/yougo/yougo13_1.html，2022年 10 月 28 日閲覧） 
125 分類学において、「区分原理の一貫性」、「区分の網羅性」及び「区分の漸進性」を区
分の 3 原則という。このうち「区分の一貫性」とは、複数の区分肢が相互排他的であるこ
と（交差分類がおこらないこと）をいう。例えば積み木を「赤、白、四角」などと区分す
ると、赤くて四角い積み木の分類に困ることとなる（この状態を交差分類という）。「区
分の網羅性」とは、その名のとおり、対象とするものすべてが、用意された複数の区分肢
のどれかに漏れなく分類できることをいう。（田窪直規ほか『現代図書館情報学シリーズ
…9 三訂 情報資源組織論』（樹村房，2020年）113-14 頁参照） 
126 例えば、労働省労働基準局安全衛生部編『実務に役立つ労働安全衛生法』（中央労働災
害防止協会，1993 年）160 頁では、本法第 21 条第 1 項（作業方法による危険の防止）の解
説で「例えば労働者が使用する機械等の本体について、事業者が安全な措置を講じたとし
ても、なおその用法等を誤ることによって危険を生ずることがあり、このような危険防止
の措置をも事業者に講ぜしめる目的のもとに定めたものである。」と説明されており、こ
こでは根源的に機械に原因があるものをすべて第 20条に分類するという考えはとられてい
ない。 
127 平成 25 年 6月 18 日付け基発 0618 第 1号「職場における腰痛予防対策の推進について」
（https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/youtsuushishin.html） 
128 令和 4 年 6 月 25 日「法学的視点からみた社会経済情勢の変化に対応する労働安全衛生
法体系に係る調査研究」第 2 回会議において畠中信夫氏から「危険または健康障害を生じ
させる要因というのを 20 条から 25 条の 2 までに列挙したあれは、よく見ていただくと末
尾はだいたい「等」とかそういう形でありとあらゆるものが読めるような形にしてあるは
ずなのです。そういう形で法律は整理されています。」との見解が述べられた。 
129 暴力の典型例としては、精神病院・精神看護における患者による暴力、保育園における
園児による暴力などがある。 
130 本法第 28 条の 2 の規定によるリスクアセスメント指針策定のもととなった「労働安全
衛生分野のリスクアセスメントに関する専門家検討会」（https://www.mhlw.go.jp/stf/shin
gi/other-roudou_128866.html）の議事録及び資料を参照。例えば第 2 回検討会の資料 2（危
険性又は有害性の分類表（案）（https://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/10/dl/s1025-4b.pdf）
には「その他の危険性」の例として「地下駐車場の警備中における不審者からの暴力」が
挙げられている。 
131 このサファリパークでは、平成 12 年に飼育員がライオンに噛まれる災害が発生し、そ
の後、サファリパークを経営する法人及び管理者が当該飼育員に対して事故発生時の応急
措置や退避方法など同法で定められた教育を怠ったとして労働安全衛生法違反で送検され、
罰金刑を受けた事件があった。また、平成 9 年にも同様の災害があり罰金刑を受けた（ヨ
ミダス歴史館－読売新聞 2002 年 1 月 12 日付け東京朝刊「〈法人名略〉サファリパーク飼
育員事故 大田原簡裁、会社と〈実行行為者職名略〉に略式命令」参照）。この事件の適
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125 分類学において、「区分原理の一貫性」、「区分の網羅性」及び「区分の漸進性」を区
分の 3 原則という。このうち「区分の一貫性」とは、複数の区分肢が相互排他的であるこ
と（交差分類がおこらないこと）をいう。例えば積み木を「赤、白、四角」などと区分す
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のどれかに漏れなく分類できることをいう。（田窪直規ほか『現代図書館情報学シリーズ
…9 三訂 情報資源組織論』（樹村房，2020年）113-14 頁参照） 
126 例えば、労働省労働基準局安全衛生部編『実務に役立つ労働安全衛生法』（中央労働災
害防止協会，1993 年）160 頁では、本法第 21 条第 1 項（作業方法による危険の防止）の解
説で「例えば労働者が使用する機械等の本体について、事業者が安全な措置を講じたとし
ても、なおその用法等を誤ることによって危険を生ずることがあり、このような危険防止
の措置をも事業者に講ぜしめる目的のもとに定めたものである。」と説明されており、こ
こでは根源的に機械に原因があるものをすべて第 20条に分類するという考えはとられてい
ない。 
127 平成 25 年 6月 18 日付け基発 0618 第 1号「職場における腰痛予防対策の推進について」
（https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/youtsuushishin.html） 
128 令和 4 年 6 月 25 日「法学的視点からみた社会経済情勢の変化に対応する労働安全衛生
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ずなのです。そういう形で法律は整理されています。」との見解が述べられた。 
129 暴力の典型例としては、精神病院・精神看護における患者による暴力、保育園における
園児による暴力などがある。 
130 本法第 28 条の 2 の規定によるリスクアセスメント指針策定のもととなった「労働安全
衛生分野のリスクアセスメントに関する専門家検討会」（https://www.mhlw.go.jp/stf/shin
gi/other-roudou_128866.html）の議事録及び資料を参照。例えば第 2 回検討会の資料 2（危
険性又は有害性の分類表（案）（https://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/10/dl/s1025-4b.pdf）
には「その他の危険性」の例として「地下駐車場の警備中における不審者からの暴力」が
挙げられている。 
131 このサファリパークでは、平成 12 年に飼育員がライオンに噛まれる災害が発生し、そ
の後、サファリパークを経営する法人及び管理者が当該飼育員に対して事故発生時の応急
措置や退避方法など同法で定められた教育を怠ったとして労働安全衛生法違反で送検され、
罰金刑を受けた事件があった。また、平成 9 年にも同様の災害があり罰金刑を受けた（ヨ
ミダス歴史館－読売新聞 2002 年 1 月 12 日付け東京朝刊「〈法人名略〉サファリパーク飼
育員事故 大田原簡裁、会社と〈実行行為者職名略〉に略式命令」参照）。この事件の適
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用条文は、記事に「事故発生時の応急措置や退避方法」との記載があり、これが安衛則第 3
5 条第 1 項第 7 号に該当し、またこの根拠規定としては従来安衛法第 59 条の第 1 項と第 2
項とがあるが、第 2 項違反に対しては、労働安全衛生法等の一部を改正する法律（平成 17
年 11 月 2 日法律第 108 号）で初めて罰則が設けられ（平成 18 年 4 月 1日施行）、それよ
り前は罰則がなく、この事件がそれより前に発生して罰金刑が適用されていることから判
断すると、安衛法第 59 条第 1 項であったと考えられる。安衛則第 35 条第 1 項のうち第 7
号で立件された理由としては、サファリパークは一般に安衛令第 2 条第 3 号の業種（その
他の業種）に該当することから、安衛則第 35 条第 1項但書により同項第 1 号から第 4号ま
での事項が省略可能となっており、例えば機械等、原材料等（ライオンも含まれると考え
られる）の危険性や、作業手順などについての教育はしなくてもよいから、同項第 7 号の
「事故時等における応急措置及び退避に関すること」くらいしか適用できる教育事項がな
かったのではないかと思われる。なお、この但書（省略規定）は、労働安全衛生規則等の
一部を改正する省令（令和 4 年 5 月 31 日厚生労働省令第 91 号）第 3 条の規定により削除
されることとなった（令和 6年 4 月 1 日施行）。 
132 全国労働安全衛生センター連絡会議（JOSHRC）「傷病性質コード表（労災保険）（最
新版 2020 年 7 月現在）／職業病リスト関連－労働災害・職業病（業務災害・業務上疾病）
統計基礎資料」（https://joshrc.net/archives/5056，2022 年 10 月 28 日閲覧） 
133 法制執務研究会編『新訂ワークブック法制執務』（㈱ぎょうせい，2010年）43 頁 
134 裁判所職員総合研修所『刑法総論講義案（三訂補訂版）』（司法協会，2014 年）374 頁
など 
135 有機溶剤（労働安全衛生法施行令別表第 6の 2）の殆どが 65℃未満の引火点を有し、引
火性の物（同令別表第 1 第 4 号）に該当するが、該当しないものとしては、引火点を持た
ない 1,1,1―トリクロルエタン（難燃性。ただし、これは液面燃焼しないという意味であっ
て爆発範囲は存在する。）、引火点が 81～86℃（密閉式）であるクレゾール（GHS では引
火性液体に分類される。）がある。正確には、SDS その他の文献を参照されたい。 
136 なお、労働基準法の労災補償分野では、業務上の負傷又は疾病という、これまた別の用
語を使用しており、疑問は増すばかりである。なお、このうち業務上の疾病の範囲は厚生
労働省令に委任されており、労働基準法施行規則第 35条・別表第 1の 2で定められている。 
137 安衛則第 14 条（産業医及び産業歯科医の職務等）第 1 項では健康教育と衛生教育がそ
れぞれ掲げられているので、この 2 つには違いがあると思われる。 
138 安全・衛生、危険・健康障害の語について検討したものとして、労働省労働基準局編『労
働法コンメンタール 3 改訂新版 労働基準法 下』（労務行政研究所，1969 年）477-478 頁 
139 井上浩『労働安全衛生法』（北樹出版，1978 年）49-53頁 
140 厚生労働省労働基準局が公表している『労働基準監督年報』の統計表「定期監督等実施
状況・法違反状況」では特化則は衛生基準に分類されている。 
141 平成 15 年 3月 3日水戸地方裁判所刑事部判決平成 12 年（わ）第 865 号（株式会社ジェ
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ー・シー・オー（JCO）東海事業所臨界事故判決）（https://www.courts.go.jp/app/hanrei
_jp/detail4?id=6239） 
142 厚生労働省労働基準局が公表している『労働基準監督年報』の統計表「定期監督等実施
状況・法違反状況」では電離則は衛生基準に分類されている。 
143 類似の例として、安衛則第 261 条（通風等による爆発又は火災の防止）と有機則第 2 章
（設備）及び第 3 章（換気装置の性能等）並びに第 35 条（有機溶剤等の貯蔵）第 2 号（有
機溶剤の蒸気を屋外に排出する設備）がいずれも換気・排出措置を規定しているというも
のがある。この場合は、爆発下限界と許容濃度（日本産業衛生学会「資料 許容濃度等の勧
告（2021年度）」（『産業衛生学雑誌』63 巻 5 号，2021 年）参照）が大きく異なるので、
安全と衛生では要求される換気措置の水準には大きな差がある。しかし、周囲が解放され
ていない屋内作業場でトルエンなどの蒸気が充満していて換気措置を取っていないならば
安衛則違反と有機則違反が両方成立し、やはり罪数問題が生ずる。 
144 JIS Z 8051：2015（ISO/IEC Guide 51：2014）（安全側面―規格への導入指針）で
は「危害」は「人への傷害若しくは健康障害，又は財産及び環境への損害」と定義されて
おり、労働安全衛生法における労働災害よりも広い。 
145 厚生労働省－審議会・研究会等－労働安全衛生分野のリスクアセスメントに関する専門
家検討会（2005 年）（https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-roudou_128866.html）の
第 1 回の議事録において、機械安全や設計段階における安全技術のあり方と、事業者規制
法としての本法のあり方の違いについて言及されている。 
146 濱島京子「機械安全制度の導入に伴う機械の使用段階での妥当性確認の考察―労働安
全分野におけるマクロ労働安全の提案―」（労働安全衛生総合研究所『労働安全衛生研
究』9 巻 2号，2016 年）（https://www.jstage.jst.go.jp/article/josh/9/2/9_JOSH-2015-001
8-CHO/_article/-char/ja） 
147 厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課『危険性又は有害性等の調査等に関する指針・
同解説』23 頁によれば、同指針のリスク低減措置の優先順位は ILO の労働安全衛生マネジ
メントシステムガイドライン（ILO-OSH 2001）の 3.10.1 、米国の「職場のハザードの分
析（JHA）」、英国の「5ステップ」にも同様の記述が見られるとのことである。 
148 The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)－Workplace S
afety & Health Topics－Hierarchy of Controls（https://www.cdc.gov/niosh/topics/hierar
chy/，2022 年 12月 22 日閲覧）では hierarchy of controlsという用語が使用されている（c
ontrol の目的語は exposures to hazards in the workplace）。 
149 全国労働安全衛生センター連絡会議－2022年 11 月 16 日付け「【特集/労働安全衛生法
制定 50 周年】労働者の権利規定必要ないか／義務の対象と内容等は十分か－厚生労働省と
のやりとりも振り返る」（https://joshrc.net/archives/13477，2022 年 12月 22 日閲覧）で
は「リスク管理のヒエラルキー」という用語が使用されている。 
150 JIS Z 8051：2015（ISO/IEC Guide 51：2014）（安全側面―規格への導入指針）及び
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JIS B 9700：2013（ISO 12100：2010）（機械類の安全性―設計のための一般原則―リス
クアセスメント及びリスク低減）参照。管理的対策や個人用保護具は、使用上の情報等に
基づいてユーザー側が行う保護方策であるため 3ステップメソッドには含まれていない。 
151 平成 27 年 9 月 18 日付け基発第 918003号「化学物質等による危険性又は有害性等の調
査等に関する指針について」（https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1267&data
Type=1） 
152 平成 19 年 7月 31 日付け基発第 0731001 号「「機械の包括的な安全基準に関する指針」
の改正について」（https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb3487&dataType=1），
平成 19 年 7 月 31 日付け基安安発第 0731004 号「「機械の包括的な安全基準に関する指針」
の解説等について」（https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb3488&dataType=1） 
153 参考文献として、輿重治「作業環境管理の沿革と現状」（産業医学振興財団『産業医学
レビュー』2 巻 2 号，1989 年）、厚生労働省安全衛生部環境改善室監修『労働衛生工学通
論』（社団法人日本作業環境測定協会，1992 年）57-59頁を用いた。 
154 輿重治「作業環境管理の沿革と現状」（産業医学振興財団『産業医学レビュー』2 巻 2
号，1989 年）2頁の図 1「労働衛生管理の概要」から。 
155 昭和 55 年 5月 23 日付け官報号外第 28 号に和訳及び英文が掲載。 
156 外務省－貿易の技術的障害に関する協定 本文（https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/it/
page25_000410.html，2023 年 1 月 30 日閲覧） 
157 World Trade Organization－Urguay Round Agreement－Agreement on Technical B
arriers to Trade（https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm，2023 年 1 月
30 日閲覧） 
158 辻幸和「性能規定化，適合性評価と JIS マーク表示制度」（社団法人日本コンクリート
工学協会『コンクリート工学』43 巻 9号，2005年）（https://www.jstage.jst.go.jp/article/
coj1975/43/9/43_65/_pdf）において「すなわち，WTO の発足に伴い，我が国も締結した
協定の中のいわゆる TBT協定（貿易の技術的障害に関する協定）および政府調達協定の存
在である。これらの協定では,技術基準は仕様規定ではなく性能規定とすべきことがまずべ
られている。」とされている。 
159 平成 15 年 4 月 30 日付け基発第 0430004 号「ボイラー構造規格及び圧力容器構造規格
の全部改正について」（https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-44/hor1-44-21-
1-0.htm）の記の 1 
160 厚生労働省「職場におけるリスクに基づく合理的な化学物質管理の促進のための検討
会」（平成 23 年）（https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-roudou_128823.html） 
161 平成 24 年 5 月 17 日付け基発 0517 第 2 号「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する
省令の施行について」（https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb8344&dataType=
1） 
162 平成 25 年 2 月 25 日付け厚生労働省発基安 0225 第 1 号「第 12 次労働災害防止計画の
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策定について」（https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb9235&dataType=1）4(1)
イ③c 
163 厚生労働省「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」（令和元年～令
和 3年）（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06355.html） 
164 一般社団法人日本建築学会－論文検索－田中哮義建設省建築研究所企画調査課「性能規
定と仕様規定の得失(<特集>建築法規)」（https://www.aij.or.jp/paper/detail.html?product
Id=77758） 
165 「合理的に予見可能な誤使用」とは、JIS Z 8051：2015（ISO/IEC Guide 51：2014）
（安全側面―規格への導入指針）3.7で「容易に予測できる人間の行動によって引き起こさ
れる使用であるが，供給者が意図しない方法による製品又はシステムの使用」と定義され
ている。 
166 JIS Q 45001：2018（ISO 45001：2018）（労働安全衛生マネジメントシステム―要求
事項及び利用の手引）6.1.2.1 b)、JIS B 9700：2013（ISO 12100：2010）（機械類の安全
性―設計のための一般原則―リスクアセスメント及びリスク低減）5.5.3.2などを参照。 
167 日本学術会議－平成 22年 8月 24 日付け日本学術会議会長金澤一郎「「ホメオパシー」
についての会長談話」（https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-21-d8.pdf） 
168 日本医学会－2010 年 8月 25日付け日本医師会会長原中勝征及び日本医学会会長髙久史
麿「「ホメオパシー」への対応について」（https://jams.med.or.jp/news/013.html，2022
年 12月 22 日閲覧） 
169 消費者庁－お知らせ－（2022年 2 月 18 日）新型コロナウイルスに対する予防効果を標
ぼうする商品等の表示に関する改善要請及び一般消費者等への注意喚起について（https://
www.caa.go.jp/notice/entry/027528/，2022 年 12 月 22 日閲覧） 
170 本研究協力者の見聞きした範囲であるが、建物内で窓を閉め切り換気しないで、空間除
菌器を稼働させるだけで新型コロナウイルスの感染対策とした例などがある。 
171 大森政輔，鎌田薫編『立法学講義』（商事法務，2007 年）305 頁の「立法事実」につい
ての説明を参照 
172 令和元年 11 月 25 日付け基安安発 1125 第 2 号「労働安全衛生規則等の解釈について（回
答）」（https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000600105.pdf） 
173 「座談会 特定化学物質等障害予防規則制定をめぐって」（宮野美宏、坂部弘之、房村
信雄、秋本広吉）（労働福祉共済会『労働福祉』昭和 46 年 8 月号）で、坂部は「労働省の
労働者の健康を守るための法規制の一貫したやり方というのは、作業列挙方式をとってき
たわけです。たとえば＜鉛中毒予防規則＞であるとか、あるいは＜有機溶剤中毒予防規則
＞、そういうような物質をあげて、それぞれの物質の中毒を防ぐ方法を出していくという。
物質よりも物質を取り扱う作業といったほうがいいかもしれませんが、われわれはこうれ
を作業列挙方式と名づけたわけです。そういうやり方をとってきたわけですね。しかし、A・
C・G・I・Hが書き出している許容濃度がすでに四三〇種にも達するようになりまだまだふ
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えつつある時代にいちいちい作業列挙方式なんてとれないじゃないかというのがかねがね
われわれの考え方だったんです。今度の特化則ができる前から、労働省も作業列挙方式か
ら許容濃度方式に行政のやり方を変える時期がくるだろうという予測をしておったわけで
すが、それが今度初めて実を結んだということになるわけなんです。そういう意味で、も
うここまでくればあとは物質はつけたしていけばいい。いちいちその物質について、何々
規則といわなくてもこれに物質を付け足せばいいということで、労働省の将来の労働衛生
行政が画期的な展開をみせるだろう、と思っております。」と述べている。 
174 株式会社マルジン「S&U だより No. 118～モノレールに関する労働安全衛生規則の適
用について～」（2007年 2 月 10 日）（http://www.ttn.ne.jp/~marujin/2007su2.pdf） 
175 平成 8 年 4 月 23 日付け基発第 261 号「林業用単軌条運搬機安全管理要綱の策定につい
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生法関係政省令等の改正－令和 4～6 年施行に向け安衛令と 7 規則等を改正（2022.6.3/7.1
1 解説追加），2022 年 6月 3日/最終更新日時：2022年 7 月 11 日」（https://joshrc.net/a
rchives/12724，2022 年 10 月 30 日閲覧） 
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179 産経新聞（2016 年 10 月 14 日 21:48）「鉄パイプが 30 メートルに落下 頭を貫通、通
行人の男性死亡 東京・六本木」（https://www.sankei.com/article/20161014-QVCATGX
NENMCRMDQJXMI4UBTBM/，2022 年 11月 1日閲覧） 
180 朝日新聞デジタル（2020 年 3 月 3 日 17 時 57 分）「六本木の鉄パイプ落下事故死 現
場監督に有罪判決」（https://www.asahi.com/articles/ASN335TPHN33UTIL043.html，20
22 年 11月 1日閲覧） 
181 朝日新聞デジタル（2018 年 1 月 17 日 5 時 00 分）「六本木・パイプ落下事故で書類送
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場が倒壊した事故で社長書類送検」（http://laborstandard.blog82.fc2.com/blog-entry-391.
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186 平成 16 年 4月 27 日最高裁判所第三小法廷判決・平成 13 年（受）第 1760 号（筑豊じん
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肺訴訟）（https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=052326） 
187 昭和 23 年 3月 24 日付け基発第 498 号 
188 兵庫労働局日本触媒姫路製造所爆発労働災害対策本部プレスリリース（平成 26年 3月 1
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果とわが国への適応可能性に関する調査研究」総合報告書（H26-労働-一般-001，2016 年）
（https://mhlw-grants.niph.go.jp/project/26210，文献番号 201621001B）総括研究報告書
－リスク創出者管理責任負担原則の意義については、総括研究報告書 27 頁【示唆される予
防政策のエッセンス】①，30 頁【特徴】①ほか。英国労働安全衛生法への反映状況につい
ては、分担研究報告書「日本の安衛法の特徴と示唆される予防政策のエッセンス」87 頁。 
192 三柴丈典「使用者の健康・安全配慮義務」（日本労働法学会編『講座労働法の再生第 3
巻 労働条件論の課題』（日本評論社，2017年））279 頁 
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括的な安全基準に関する指針」の改正について）等がある。 
198 ただし、製造流通規制に係る構造規格は改正（規制強化）に際して経過規定が設けられ
るものの、事業者のみに規制を課している機械については規制強化の際も経過規定は設け
られないという、いわば逆転現象が起きることもある。 
199 昭和 48 年 3月 22 日付け基発第 118 号の 3「メーカー段階における機械等の安全衛生の
確保について」（https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-27/hor1-27-13-1-0.ht
m） 
200 労働省労働基準局安全衛生部編『実務に役立つ労働安全衛生法』（中央労働災害防止協
会，1993 年）163 頁に同趣旨。 
201 労働基準法旧第 42 条により使用者が危害防止の措置を講ずべき機械等が使用者の管理
権原にない場合の同条の適用問題について、昭和 47 年 6月 6日最高裁判所第三小法廷決定
昭和 46（あ）第 989 号（労働基準法違反事件）（https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/
detail2?id=51031）は「労働基準法四二条、四五条、昭和四五年労働省令第二一号による改
正前の労働安全衛生規則六三条一項により使用者が講項ずべき危害防止措置の対象たる動
力伝導装置等は、当該労働者が作業上接触する危険があるかぎり、その労働者の使用者が
所有または管理するものにかぎられるものではなく、また、その労働者をして作業場にお
いて直接これを取り扱わせるものであると否とを問わない。」として被告人側の上告を棄
却した。 
202 法制執務研究会編『新訂ワークブック法制執務』（㈱ぎょうせい，2010 年）問 102 の
答七（247 頁）に、両罰規定の議論に関連し、行政処分を受ける主体について議論されてい
る。 
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分分担担研研究究報報告告書書  

労労働働安安全全衛衛生生法法第第 2288 条条かからら 2288 条条のの 22 のの逐逐条条解解説説  

 
  

分担研究者 石﨑 由希子 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院・准教授 
 
 

研究要旨 
 安衛法第 28 条及び第 28 条の 2 はいずれも、労働安全衛生関係法令をただ遵守してい

ただけでは防ぎきれない労働災害や健康障害をいち早く防止するために設けられた規定

である。上記規定に基づく指針、通達は、いずれも、科学技術の進歩や新たな知見の確

立、また、背景となる災害の発生により発展してきている。 
安衛法第 28 条は危害防止基準をより具体化・詳細化した指針の公表について定める

規定である。また、同条に基づく健康障害防止指針には、特化則や有機則等の特別規則

によってその時点においては規制されていない化学物質についても、適切な作業環境管

理や作業管理に係る措置をとるべきことを行政指導等を通じて事業者に促す機能もあ

る。こうした指針に規定されている内容を遵守していなかった場合に、それが直ちに使

用者の安全配慮義務等の違反を導くかについては慎重な検討が必要とはなるが、具体的

状況によっては、義務違反が肯定されることがありえよう。 
安衛法第 28 条の 2 は、リスクアセスメントを実施し、これに基づきリスク低減措置

等を実施する努力義務を事業者に課す規定である。リスクアセスメント等の実施につい

ては、所定の物質との関係では、安衛法第 57 条の 3 に基づき、事業者に義務付けがさ

れているが、安衛法第 28 条の 2 は、安衛法第 57 条の 3 がカバーしない範囲の化学物質

や機械・設備等についてリスクアセスメント等の実施を促すものである。安衛法第 28
条の 2 は努力義務ではあるものの、従前の裁判例の傾向も踏まえると、これを怠った結

果として労災事故や健康障害が生じた場合には、事業者に民事損害賠償責任が生じうる

可能性がある。その意味では、むしろ安衛法第 28 条の 2 は労働災害防止のために事業

者が従うべき基本的な行為規範を示すものとも理解しうる。化学物質管理との関係で

は、自律的管理型規制への移行に向けて行われた 2022（令和 4）年 5 月の省令改正によ

り、全ての危険有害な化学物質について、SDS やラベル表示による情報伝達とリスクア

セスメント等の実施を事業者の（努力）義務とすることとされたが、このことは、リス

クを評価し、これに基づきリスク低減措置をとるという事業者の基本的な行為規範をよ

り明確化しようとするものといえる。 
いずれの規定との関係でも実効性の確保は課題となる。事業者が自らの職場における

危険性・有害性について具体的に認識していないケースでは、リスクアセスメントは適

切に実施しえないし、そもそも、指針等の存在に気が付かないおそれもある。各事業場

における安全意識の醸成のほか、リスクアセスメントの前提となる知識や情報の流通・

伝達、行政監督機能の強化もまた必要になるといえる。 
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Ａ．研究目的 
本研究事業全体の目的は、以下の 3 点に

ある。 
①時代状況の変化に応じた法改正の方向

性を展望すること。 
②安衛法を関係技術者以外（文系学部出

身の事務系社員等）に浸透させ、社会一般

への普及を図ること。 
③安衛法に関する学問体系、安衛法研究

のための人と情報の交流のプラットフォー

ムを形成すること。 
そのため、条文の起源（立法趣旨、基礎

となった災害例、前身）と運用（関係判例、

適用の実際）、主な関係令等（関係政省令、

規則、通達等）を、できる限り図式化して

示すと共に、現代的な課題や法解釈学的な

論点に関する検討結果を記した体系書を発

刊すること。 
本分担研究の目的は、枝番号や附則を除

き 123 条ある安衛法のうち第 28 条から 28
条の 2 について、その課題を果たすことに

ある。 
 
Ｂ．研究方法 
安全衛生に詳しい元労働基準監督官から、

現行安衛法の体系に関する解説と安衛法本

体の条文に紐付く政省令の選定を受けたう

えで、法学・行政学を専門とする分担研究

者が、各自、解説書、専門誌に掲載された

学術論文や記事、政府発表資料等の第 1 次

文献のレビューを行って執筆した文案を研

究班会議で報告し、現行安衛法や改正法の

起案に関わった畠中信夫元白鴎大学教授、

唐澤正義氏ら班員らからの指摘やアドバイ

スを得て洗練させた。 
また、条文の適用の実際（監督指導状

況）等について、元・現労働基準監督官へ

のアンケート調査を行ったほか、研究班内

の元・現労働基準監督官からの情報収集を

行った。 
報告書文案の作成の際に技術的な不明点

については、メーリングリストで班員内の

専門家に照会した。 
 
Ｃ．研究結果 
 
1 第 28 条 
1．1 条文 
1．1 条文  

(技術上の指針等の公表等) 

第二十八条 厚生労働大臣は、第二十条か

ら第二十五条まで及び第二十五条の二第一

項の規定により事業者が講ずべき措置の適

切かつ有効な実施を図るため必要な業種又

は作業ごとの技術上の指針を公表するもの

とする。 

２ 厚生労働大臣は、前項の技術上の指針

を定めるに当たつては、中高年齢者に関し

て、特に配慮するものとする。 

３ 厚生労働大臣は、次の化学物質で厚生

労働大臣が定めるものを製造し、又は取り

扱う事業者が当該化学物質による労働者の

健康障害を防止するための指針を公表する

ものとする 

一 第五十七条の四第四項の規定による勧

告又は第五十七条の五第一項の規定による

指示に係る化学物質 

二 前号に掲げる化学物質以外の化学物質

で、がんその他の重度の健康障害を労働者

に生ずるおそれのあるもの 

４ 厚生労働大臣は、第一項又は前項の規

定により、技術上の指針又は労働者の健康
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Ａ．研究目的 
本研究事業全体の目的は、以下の 3 点に

ある。 
①時代状況の変化に応じた法改正の方向

性を展望すること。 
②安衛法を関係技術者以外（文系学部出

身の事務系社員等）に浸透させ、社会一般

への普及を図ること。 
③安衛法に関する学問体系、安衛法研究

のための人と情報の交流のプラットフォー

ムを形成すること。 
そのため、条文の起源（立法趣旨、基礎

となった災害例、前身）と運用（関係判例、

適用の実際）、主な関係令等（関係政省令、

規則、通達等）を、できる限り図式化して

示すと共に、現代的な課題や法解釈学的な

論点に関する検討結果を記した体系書を発

刊すること。 
本分担研究の目的は、枝番号や附則を除

き 123 条ある安衛法のうち第 28 条から 28
条の 2 について、その課題を果たすことに

ある。 
 
Ｂ．研究方法 
安全衛生に詳しい元労働基準監督官から、

現行安衛法の体系に関する解説と安衛法本

体の条文に紐付く政省令の選定を受けたう

えで、法学・行政学を専門とする分担研究

者が、各自、解説書、専門誌に掲載された

学術論文や記事、政府発表資料等の第 1 次

文献のレビューを行って執筆した文案を研

究班会議で報告し、現行安衛法や改正法の

起案に関わった畠中信夫元白鴎大学教授、

唐澤正義氏ら班員らからの指摘やアドバイ

スを得て洗練させた。 
また、条文の適用の実際（監督指導状

況）等について、元・現労働基準監督官へ

のアンケート調査を行ったほか、研究班内

の元・現労働基準監督官からの情報収集を

行った。 
報告書文案の作成の際に技術的な不明点

については、メーリングリストで班員内の

専門家に照会した。 
 
Ｃ．研究結果 
 
1 第 28 条 
1．1 条文 
1．1 条文  

(技術上の指針等の公表等) 

第二十八条 厚生労働大臣は、第二十条か

ら第二十五条まで及び第二十五条の二第一

項の規定により事業者が講ずべき措置の適

切かつ有効な実施を図るため必要な業種又

は作業ごとの技術上の指針を公表するもの

とする。 

２ 厚生労働大臣は、前項の技術上の指針

を定めるに当たつては、中高年齢者に関し

て、特に配慮するものとする。 

３ 厚生労働大臣は、次の化学物質で厚生

労働大臣が定めるものを製造し、又は取り

扱う事業者が当該化学物質による労働者の

健康障害を防止するための指針を公表する

ものとする 

一 第五十七条の四第四項の規定による勧

告又は第五十七条の五第一項の規定による

指示に係る化学物質 

二 前号に掲げる化学物質以外の化学物質

で、がんその他の重度の健康障害を労働者

に生ずるおそれのあるもの 

４ 厚生労働大臣は、第一項又は前項の規

定により、技術上の指針又は労働者の健康
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障害を防止するための指針を公表した場合

において必要があると認めるときは、事業

者又はその団体に対し、当該技術上の指針

又は労働者の健康障害を防止するための指

針に関し必要な指導等を行うことができ

る。 

 

1．2 趣旨及び内容 

1．2．1 趣旨 

 本条は、①厚生労働大臣が、危害防止基

準に基づき事業者が講ずべき措置の適切か

つ有効な実施を図るための技術上の指針、

特定の化学物質による労働者の健康障害を

防止するための指針を公表すること、②厚

生労働大臣が必要があると認めるときに、

事業者又は事業者団体に必要な指導を行う

ことについて、法的根拠を提供する規定で

ある。 

危害防止基準（安衛法第 20 条乃至第 25

条、同法第 25 条の 2 第 1 項）の具体的内

容は厚生労働省令において定められるが

（同法第 27 条 1 項）、法令は、その本来も

つ制約上、画一的・一般的・抽象的なもの

とならざるを得ず、その適用対象となる事

業場の業種、規模、作業の態様に対応する

ことができず、個々の事業場における労災

防止を実効的に行う上で懇切丁寧とは言い

難い面がある 1。また、法令の趣旨を踏ま

えた具体的な労災防止対策を確立すること

は、本来、個々の事業場における努力によ

るべきものといえるが、実際問題、中小企

業等にあってはそれが困難である場合もあ

るため、国としてもその対策の内容を積極

的に示す必要がある 2。本条第 1 項に基づ

く技術上の指針は、以上のような考えに基

づくものである。また、本条 2 項は、中高

年齢者の労災防止のため、中高年齢者の身

体機能の変化に応じて施設設備、作業方法

等の改善等の対策を各事業場において確立

させる必要があることから定められたもの

である 3。 

 ところで、一定の新規化学物質を製造・

輸入するために、有害性調査を行い、その

結果を届け出た事業者に対し、厚生労働大

臣は、施設又は設備の設置又は整備、保護

具の備付け等の健康障害を防止するために

必要な措置を勧告することができるとされ

ている（同法第 57 条の 4 第 4 項）。また、

がんその他の重度の健康障害が生ずるおそ

れがある化学物質を製造、輸入、使用して

いる事業者等に対し、厚生労働大臣は、有

害性調査を実施し、その結果を報告すべき

ことを指示することができ（同法第 57 条

の 5 第 1 項）、指示を受けた有害性調査を

行った事業者は、その結果に基づいて健康

障害を防止するために必要な措置を速やか

に講じることが義務付けられている（同第

4 項）。本条第 3 項に基づく健康障害防止

指針（いわゆる「がん原性指針」）は、上

記の勧告や指示を受けた事業者以外の雇用

主に雇用される労働者で、勧告や指示を受

けた事業者の下で働く労働者と同じ化学物

質を取り扱う者に対する予防措置の実施を

期待して公表されるものでもある 4。 

また、一定の危険有害性が認められた化

学物質の中には、安全データシート

（SDS）の交付等対象物質となっているも

のもあり（安衛法第 57 条の 2）、事業者は

SDS を通じてその危険有害性（がん原性を

含む）を知ることが可能であるが、事業者

の中には、SDS 対象物質が規制対象物質で

あるという意識がないケースもある。がん
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原性指針は、こうした中で、がん原性のあ

る化学物質をその対象とすることにより、

行政指導の根拠を付与し、事業者に対して

当該化学物質の有害性をより分かりやすく

伝える機能も果たしているといえる 5。 

 本条は事業者を名宛人とする規定ではな

く、罰則の適用や私法上の請求権の発生を

予定するものではない。また、本条に基づ

き策定される指針も同様に、罰則の適用や

そこから直ちに私法上の請求権の発生を予

定するものではない。ただし労災事故ない

し職業病の発症に係る事業者の安全配慮義

務（注意義務）違反が問題となる中で、指

針に規定されている事項が参酌される可能

性はある 6。他方、指針に記載がないこと

が事業者の免責を認めるものでもない（→

1．5）。 

 

1．2．2 内容 

1．2．2．1 技術上の指針 

 現在公表されている技術上の指針の名称

及び概要は、下記のとおりである 7。技術

上の指針を定めるに当たつては、中高年齢

者に関して、特に配慮することが求められ

ているが（安衛法第 28条第 2項）、中高年

齢者にとって有効な安全衛生対策は他の世

代や経験の浅い労働者にとっても有効とな

るためか、下記指針の中で中高年齢者に関

する特則を定めているものはみられない。

なお、「工作機械の構造の安全基準に関す

る技術上の指針」、「プレス機械の金型の安

全基準に関する技術上の指針」においては、

人間工学的な配慮に係る規定があるが、こ

こには中高年齢者の身体的・認知的・精神

的特性を踏まえた配慮が当然に含まれるこ

ととなろう。 

 

指針の名称 概要 

スリップフォー

ム工法による施

工の安全基準に

関する技術上の

指針（昭和

49・7・4 技術

上の指針公示第

1 号） 

煙突工事、橋脚工事等に

用いられるスリップフォ

ーム工法による施工にお

ける労働者の墜落、建設

物の倒壊等の災害を防止

するため、当該工法の施

工上の留意事項について

定めたもの。スリップフ

ォーム工法とは、コンク

リートを成型するための

型枠を内包する施工機械

を使用し、施工機械内部

で成型を行うと同時に、

同機械を前身させること

により、同一断面の構造

物を連続的に構築してい

く工法を指す（図表 1-1）
8 

工業用加熱炉の

燃焼設備の安全

基準に関する技

術上の指針（昭

和 49・7・4 

技術上の指針公

示第 2 号） 

熱処理、鍛造、焼付け等

を行うための工業用の加

熱炉の燃焼設備に使用す

る気体燃料又は液体燃料

による爆発災害を防止す

るため、炉の燃焼設備の

うち、燃料配管、バーナ

（※ガスや油などの燃料

を燃焼して生み出される

熱エネルギーを間接的

に、あるいは直接的に炉

に与えるための機器 9。図

表 1-2）、安全装置等に関

する留意事項について規

定したもの 

感電防止用漏電

しゃ断装置の接

続及び使用の安

全基準に関する

技術上の指針

（昭和 49・7・

4 技術上の指

針公示第 3 号） 

移動式又は可搬式の電動

機械器具が接続される電

路に接続する電流動作形

の感電防止用漏電しゃ断

装置（図表 1-3）の適正な

接続及び使用を図るた

め、これらに関する留意

事項について規定したも

の 

工作機械の構造

の安全基準に関

する技術上の指

針（昭和 50・

10・18 技術上

の指針公示第 4

金属加工用の工作機械へ

の接触等による災害を防

止するため、工作機械の

設計及び製造に関する留

意事項について規定した

もの 
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原性指針は、こうした中で、がん原性のあ

る化学物質をその対象とすることにより、

行政指導の根拠を付与し、事業者に対して

当該化学物質の有害性をより分かりやすく

伝える機能も果たしているといえる 5。 

 本条は事業者を名宛人とする規定ではな

く、罰則の適用や私法上の請求権の発生を

予定するものではない。また、本条に基づ

き策定される指針も同様に、罰則の適用や

そこから直ちに私法上の請求権の発生を予

定するものではない。ただし労災事故ない

し職業病の発症に係る事業者の安全配慮義

務（注意義務）違反が問題となる中で、指

針に規定されている事項が参酌される可能

性はある 6。他方、指針に記載がないこと

が事業者の免責を認めるものでもない（→

1．5）。 

 

1．2．2 内容 

1．2．2．1 技術上の指針 

 現在公表されている技術上の指針の名称

及び概要は、下記のとおりである 7。技術

上の指針を定めるに当たつては、中高年齢

者に関して、特に配慮することが求められ

ているが（安衛法第 28条第 2項）、中高年

齢者にとって有効な安全衛生対策は他の世

代や経験の浅い労働者にとっても有効とな

るためか、下記指針の中で中高年齢者に関

する特則を定めているものはみられない。

なお、「工作機械の構造の安全基準に関す

る技術上の指針」、「プレス機械の金型の安

全基準に関する技術上の指針」においては、

人間工学的な配慮に係る規定があるが、こ

こには中高年齢者の身体的・認知的・精神

的特性を踏まえた配慮が当然に含まれるこ

ととなろう。 

 

指針の名称 概要 

スリップフォー

ム工法による施

工の安全基準に

関する技術上の

指針（昭和

49・7・4 技術

上の指針公示第

1 号） 

煙突工事、橋脚工事等に

用いられるスリップフォ

ーム工法による施工にお

ける労働者の墜落、建設

物の倒壊等の災害を防止

するため、当該工法の施

工上の留意事項について

定めたもの。スリップフ

ォーム工法とは、コンク

リートを成型するための

型枠を内包する施工機械

を使用し、施工機械内部

で成型を行うと同時に、

同機械を前身させること

により、同一断面の構造

物を連続的に構築してい

く工法を指す（図表 1-1）
8 

工業用加熱炉の

燃焼設備の安全

基準に関する技

術上の指針（昭

和 49・7・4 

技術上の指針公

示第 2 号） 

熱処理、鍛造、焼付け等

を行うための工業用の加

熱炉の燃焼設備に使用す

る気体燃料又は液体燃料

による爆発災害を防止す

るため、炉の燃焼設備の

うち、燃料配管、バーナ

（※ガスや油などの燃料

を燃焼して生み出される

熱エネルギーを間接的

に、あるいは直接的に炉

に与えるための機器 9。図

表 1-2）、安全装置等に関

する留意事項について規

定したもの 

感電防止用漏電

しゃ断装置の接

続及び使用の安

全基準に関する

技術上の指針

（昭和 49・7・

4 技術上の指

針公示第 3 号） 

移動式又は可搬式の電動

機械器具が接続される電

路に接続する電流動作形

の感電防止用漏電しゃ断

装置（図表 1-3）の適正な

接続及び使用を図るた

め、これらに関する留意

事項について規定したも

の 

工作機械の構造

の安全基準に関

する技術上の指

針（昭和 50・

10・18 技術上

の指針公示第 4

金属加工用の工作機械へ

の接触等による災害を防

止するため、工作機械の

設計及び製造に関する留

意事項について規定した

もの 
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号）（平成 13・

9・18 技術上の

指針公示第 15

号により改正） 

コンベヤの安全

基準に関する技

術上の指針（昭

和 50・10・18

技術上の指針公

示第 5 号） 

コンベヤ又はその附属装

置への接触、荷の落下等

による災害を防止するた

め、コンベヤ及びその附

属装置の設計、製造、設

置及び使用に関する留意

事項について規定したも

の 

移動式足場の安

全基準に関する

技術上の指針

（昭和 50・

10・18 技術上

の指針公示第 6

号） 

主として工場、建設工事

現場等で使用する移動式

足場（図表 1-4）の転倒、

移動式足場からの労働者

の墜落等による災害を防

止するため、その設計、

製及び使用に関する留意

事項について規定したも

の 

ボイラーの低水

位による事故の

防止に関する技

術上の指針（昭

和 51・8・6 技

術上の指針公示

第 7 号） 

燃焼装置としてバーナを

使用する蒸気ボイラー

（図表 1-5）の水位が安全

低水面以下になったボイ

ラーの燃焼を行った場合

に発生するボイラー変

形、膨出、き裂、圧か

い、破裂等の事故を防止

するため、低水位燃焼し

や断装置等の構造及びボ

イラーの管理に関する留

意事項について規定した

もの 

墜落による危険

を防止するため

のネットの構造

等の安全基準に

関する技術上の

指針（昭和

51・8・6 技術

上の指針公示第

8 号） 

建設工事の場所等におい

て、労働者の墜落による

危険を防止するため、水

平に張つて使用するネッ

トの構造等に関する留意

事項について規定したも

の 

プレス機械の金

型の安全基準に

関する技術上の

指針（昭和

52・12・14 技

術上の指針公示

第 9 号） 

プレス機械の金型（図表

1-6）に身体の一部をはさ

まれる危険や組立て式等

の金型の破損や脱落等に

よる災害を防止するた

め、金型に関する留意事

項について規定したも

の。 

鉄鋼業における

水蒸気爆発の防

止に関する技術

上の指針（昭和

52・12・14 技

術上の指針公示

第 10 号） 

鉄鋼業における溶融した

高熱の鉱物（溶融高熱

物）と水との接触により

発生する水蒸気爆発（図

表 1-7）を防止するため、

溶融高熱物の処理設備の

うち、ピット、水冷装置

及び鉱さい（※鉱物を精

錬する際などに生じる、

目的成分以外の溶融物資
10）処理場の構造等に関す

る留意事項について規定

したもの。なお、水蒸気

爆発は鋳造作業中の冷却

水との接触、高熱の鉱滓

の水処理中、高熱の鉱物

をピット内で取り扱い中

ピット内に滞留していた

水との接触、溶解炉等に

原材料の金属くずと水が

混入したまま投入した場

合等に多く発生すること

が指摘されている 11。 

油炊きボイラー

及びガス炊きボ

イラーの燃焼設

備の構造及び管

理に関する技術

上の指針（昭和

52・12・14 技

術上の指針公示

第 11 号）（改

正：平成 13・

9・18 技術上の

指針公示第 16

号） 

重油、軽油、燈油等の燃

焼油を使用する油炊きボ

イラー及び都市ガス、液

化石油ガス、天然ガス等

の燃料ガスを使用するガ

ス炊きボイラー（※都市

ガスを燃焼して、水（液

体）を加熱し、温水（温

水ボイラー）や蒸気（蒸

気ボイラー）を作る装

置。図表 1-8）による爆

発、火災等の災害を防止

するため、燃焼設備の構

造及び管理に関する留意

事項について規定したも

の 

産業用ロボット

の使用等の安全

基準に関する技

術上の指針（昭

和 58・9・1 技

術上の指針公示

第 13 号） 

産業用ロボット（マニプ

レータ（※産業用ロボッ

トのアーム）及び記憶装

置を有し、記憶装置の情

報に基づきマニプレータ

の伸縮、屈伸、上下移

動、左右移動若しくは旋

回の動作又はこれらの複

合動作を自動的に行うこ

とができる機械（安衛則
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第 36 条第 31 号）、図表 1-

9）の使用時における産業

用ロボットとの接触等に

よる災害を防止するた

め、産業用ロボットの選

定、設置、使用等に関す

る留意事項について定め

たもの 

可搬型ゴンドラ

の設置の安全基

準に関する技術

上の指針（昭

61・6・9 技術

上の指針公示第

14 号） 

建造物の工事等のため一

定期間設置される可搬型

ゴンドラ（図表 1-10）の

使用時等における落下等

による災害を防止するた

め、可搬型ゴンドラの設

置に関する留意事項につ

いて定めたもの 

ヒドロキシルア

ミン等の安全な

取扱い等に関す

る技術上の指針

（平成 13・

12・3 技術上の

指針公示第 17

号） 

鉄、銅、ニッケル、クロ

ム等の金属イオン(鉄イオ

ン等)の触媒作用によって

発熱分解する性質を持つ

ヒドロキシルアミン等を

製造し、又は取り扱う作

業に関し、ヒドロキシル

アミン等の爆発による労

働者の危険を防止するた

め、その製造、取扱い等

に関する留意事項及び危

険性判別の方法について

定めたもの 

交流アーク溶接

機用自動電撃防

止装置の接続及

び使用の安全基

準に関する技術

上の指針につい

て（平成 23・

6・1 技術上の

指針公示第 18

号） 

交流アーク溶接機（図表

1-11）の自動電撃防止装

置（※溶接機の出力側無

負荷電圧を自動的に 30V

以下の安全電圧に低下さ

せる装置）の適正な接続

及び使用を図るための留

意事項について規定した

もの。アーク溶接とは、

電気エネルギーを空気中

の放電現象（アーク放

電）に変え、発生する熱

で金属の溶接を行うこと

をいう 12。交流アーク溶接

機用自動電撃防止装置の

接続及び使用の安全基準

に関する技術上の指針

（昭和 55・7・30 技術上

の指針公示第 12 号）は同

指針により廃止。 

建築物等の解体 建築物等の解体等の作業

等の作業及び労

働者が石綿等に

ばく露するおそ

れがある建築物

等における業務

での労働者の石

綿ばく露防止に

関する技術上の

指針（平成

26・３・31 公

示第 21 号（改

正：令和 2・

9・8 公示第 22

号） 

及び労働者が石綿にばば

く露するおそれがある建

築物等における業務に係

る措置に関する留意事項

について規定 

建築物等の解体等の作業

での労働者の石綿ばく露

防止に関する技術上の指

針（平成 24・5・9 技術上

の指針公示第 19 号（改

正：平成 26・3・31 技術

上の指針公示第 20 号）は

これにより廃止 

機能安全による

機械等に係る安

全確保に関する

技術上の指針

（平成 28・9・

26 厚生労働省

告示第 353 号） 

電気・電子技術やコンピ

ュータ技術の進歩に伴

い、これらの技術を活用

することにより、機械等

に対して高度かつ信頼性

の高い制御が可能となっ

てきている中で、危険性

又は有害性等の調査等に

関する指針(平成 18 年危

険性又は有害性等の調査

等に関する指針公示第 1

号)及び機械の包括的な安

全基準に関する指針(平成

19 年 7 月 31 日付け基発第

0731001 号厚生労働省労働

基準局長通達)と相まっ

て、従来の機械式の安全

装置等に加え、新たに制

御の機能を付加すること

によって機械等の安全を

確保するための必要な基

準等について規定したも

の 

 

1．2．2．2 健康障害を防止するための指

針 

1．2．2．2．1 概要 

化学物質による健康障害を防止するため

の指針については、下記のとおり、1991

（平成 3）年 8月 26日以降、化学物質ご

とに各々の指針が公表され、その中で①ば

く露を低減させる措置（作業環境管理、作
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第 36 条第 31 号）、図表 1-

9）の使用時における産業

用ロボットとの接触等に

よる災害を防止するた

め、産業用ロボットの選

定、設置、使用等に関す

る留意事項について定め

たもの 

可搬型ゴンドラ

の設置の安全基

準に関する技術

上の指針（昭

61・6・9 技術

上の指針公示第

14 号） 

建造物の工事等のため一

定期間設置される可搬型

ゴンドラ（図表 1-10）の

使用時等における落下等

による災害を防止するた

め、可搬型ゴンドラの設

置に関する留意事項につ

いて定めたもの 

ヒドロキシルア

ミン等の安全な

取扱い等に関す

る技術上の指針

（平成 13・

12・3 技術上の

指針公示第 17

号） 

鉄、銅、ニッケル、クロ

ム等の金属イオン(鉄イオ

ン等)の触媒作用によって

発熱分解する性質を持つ

ヒドロキシルアミン等を

製造し、又は取り扱う作

業に関し、ヒドロキシル

アミン等の爆発による労

働者の危険を防止するた

め、その製造、取扱い等

に関する留意事項及び危

険性判別の方法について

定めたもの 

交流アーク溶接

機用自動電撃防

止装置の接続及

び使用の安全基

準に関する技術

上の指針につい

て（平成 23・

6・1 技術上の

指針公示第 18

号） 

交流アーク溶接機（図表

1-11）の自動電撃防止装

置（※溶接機の出力側無

負荷電圧を自動的に 30V

以下の安全電圧に低下さ

せる装置）の適正な接続

及び使用を図るための留

意事項について規定した

もの。アーク溶接とは、

電気エネルギーを空気中

の放電現象（アーク放

電）に変え、発生する熱

で金属の溶接を行うこと

をいう 12。交流アーク溶接

機用自動電撃防止装置の

接続及び使用の安全基準

に関する技術上の指針

（昭和 55・7・30 技術上

の指針公示第 12 号）は同

指針により廃止。 

建築物等の解体 建築物等の解体等の作業

等の作業及び労

働者が石綿等に

ばく露するおそ

れがある建築物

等における業務

での労働者の石

綿ばく露防止に

関する技術上の

指針（平成

26・３・31 公

示第 21 号（改

正：令和 2・

9・8 公示第 22

号） 

及び労働者が石綿にばば

く露するおそれがある建

築物等における業務に係

る措置に関する留意事項

について規定 

建築物等の解体等の作業

での労働者の石綿ばく露

防止に関する技術上の指

針（平成 24・5・9 技術上

の指針公示第 19 号（改

正：平成 26・3・31 技術

上の指針公示第 20 号）は

これにより廃止 

機能安全による

機械等に係る安

全確保に関する

技術上の指針

（平成 28・9・

26 厚生労働省

告示第 353 号） 

電気・電子技術やコンピ

ュータ技術の進歩に伴

い、これらの技術を活用

することにより、機械等

に対して高度かつ信頼性

の高い制御が可能となっ

てきている中で、危険性

又は有害性等の調査等に

関する指針(平成 18 年危

険性又は有害性等の調査

等に関する指針公示第 1

号)及び機械の包括的な安

全基準に関する指針(平成

19 年 7 月 31 日付け基発第

0731001 号厚生労働省労働

基準局長通達)と相まっ

て、従来の機械式の安全

装置等に加え、新たに制

御の機能を付加すること

によって機械等の安全を

確保するための必要な基

準等について規定したも

の 

 

1．2．2．2 健康障害を防止するための指

針 

1．2．2．2．1 概要 

化学物質による健康障害を防止するため

の指針については、下記のとおり、1991

（平成 3）年 8月 26 日以降、化学物質ご

とに各々の指針が公表され、その中で①ば

く露を低減させる措置（作業環境管理、作
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業管理）、②作業環境測定、③労働衛生教

育、④当該物質の製造等に従事する労働者

の把握、⑤危険有害性の表示について定め

られていた。なお、平成 14・1・21健康障

害を防止するための指針公示第 13 号では、

1999（平成 11）年安衛法改正の内容を踏

まえ、化学物質等安全データシート(MSDS、

現在の安全データシート（SDS）)の活用に

関する記載が追記されている 13。 

①四塩化炭素による健康障害を防止するた

めの指針（平成 3・8・26健康障害を防止

するための指針公示第 1号） 

②ジオキサンによる健康障害を防止するた

めの指針（平成 4・12・21 健康障害を防止

するための指針公示第 2号） 

③1,２－ジクロルエタンによる健康障害を

防止するための指針（平成 5・6・25健康

障害を防止するための指針公示第 3号） 

④パラ－ニトロクロルベンゼンによる健康

障害を防止するための指針（平成 6・3・

25健康障害を防止するための指針公示第 4

号） 

⑤クロロホルムによる健康障害を防止する

ための指針（平成 7・9・22健康障害を防

止するための指針公示第 5号） 

⑥テトラクロルエチレン（別名パークロル

エチレン）による健康障害を防止するため

の指針（平成 7・9・22健康障害を防止す

るための指針公示第 6号） 

⑦酢酸ビニルによる健康障害を防止するた

めの指針（平成 9・2・6健康障害を防止す

るための指針公示第 7号） 

⑧1,1,1-トリクロルエタンによる労働者の

健康障害を防止するための指針（平成 9・

2・6健康障害を防止するための指針公示

第 8号） 

⑨パラ－ジクロルベンゼンによる健康障害

を防止するための指針（平成 9・2・6健康

障害を防止するための指針公示第 9号） 

⑩ビフェニルによる健康障害を防止するた

めの指針（平成 9・2・6健康障害を防止す

るための指針公示第 10号） 

⑪アントラセンによる健康障害を防止する

ための指針（平成 14・1・21健康障害を防

止するための指針公示第 11号） 

⑫ジクロロメタンによる健康障害を防止す

るための指針（平成 14・1・21健康障害を

防止するための指針公示第 12号） 

⑬Ｎ,Ｎ－ジメチルホルムアミドによる健

康障害を防止するための指針（平成 17・

6・14  健康障害を防止するための指針公

示第 14号） 

⑭2，3-エポキシ-1-プロパノールによる健

康障害を防止するための指針（平成 18・

3・31健康障害を防止するための指針公示

第 16号） 

⑮キノリン及びその塩による健康障害を防

止するための指針（平成 18・3・31健康障

害を防止するための指針公示第 17号） 

⑯1，4-ジクロロ-2-ニトロベンゼンによる

健康障害を防止するための指針（平成

18・3・31健康障害を防止するための指針

公示第 18号） 

⑰ヒドラジン及びその塩並びにヒドラジン

一水和物による健康障害を防止するための

指針（平成 18・3・31健康障害を防止する

ための指針公示第 19号） 

⑱2-ブテナールによる健康障害を防止する

ための指針（平成 18・3・31健康障害を防

止するための指針公示第 20号） 
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これらの指針は、「労働安全衛生法第 28

条第 3項の規定に基づき厚生労働大臣が定

める化学物質による健康障害を防止するた

めの指針（平成 23・10・28健康障害を防

止するための指針公示第 21号）」により統

合され、廃止されている。同指針では、既

に指針が公表されてきた 18の化学物質に

8の化学物質(塩化アリル、オルト－フェ

ニレンジアミン及びその塩、1-クロロ-2-

ニトロベンゼン、2,4-ジクロロ-1-ニトロ

ベンゼン、1,2-ジクロロプロパン、ノルマ

ル-ブチル-2,3-エポキシプロピルエーテル、

パラ-ニトロアニソール並びに 1-ブロモ-

3-クロロプロパン)を加えて、化学物質を

製造し、又は取り扱う事業者が、その製造、

取扱い等に際し講ずべき措置について示し

ている。また、その際、①保護具、②作業

環境測定の方法・測定結果の評価指標等に

ついては通達により示す形へと改定されて

いる。なお、同指針以降、対象物質の CAS

登録番号が示されるようになっている。 

CAS 登録番号とは、米国化学会の一部門

である CAS(Chemical Abstracts Service)

が運営・管理する化学物質登録システムか

ら付与される固有の数値識別番号をいう。

系統名、一般名または慣用名など複数の名

称が存在するような場合も多い化学物質に

ついて、その物質の特定を容易にするもの

である。 

現在公表されている指針は、「労働安全

衛生法第 28 条第 3項の規定に基づき厚生

労働大臣が定める化学物質による健康障害

を防止するための指針（平成 24・10・10

健康障害を防止するための指針公示第 23

号）」（いわゆる「がん原性指針」）である。

同指針は従前の 26物質に 2物質（2-アミ

ノ-4-クロロフェノール及び 1-ブロモブタ

ン）を対象物質に加えている。また、同指

針は、その後も複数回改正されており、下

記の物質がそれぞれ追加されている。 

 

指針 追加された物質 対

象

物

質

数 

平成 25・10・

1 健康障害を

防止するため

の指針公示第

24 号 

N,N-ジメチルアセト

アミド 

29 

平成 26・10・

31 健康障害を

防止するため

の指針公示第

25 号 

ジメチル-2 

2-ジクロロビニルホ

スフェイト 

スチレン 

1,1,2,2-テトラクロ

ロエタン 

トリクロロエチレン 

メチルイソブチルケ

トン 

34 

平成 28・3・

31 健康障害を

防止するため

の指針公示第

26 号 

エチルベンゼン 

4-ターシャリ-ブチル

カテコール 

多層カーボンナノチ

ューブ(がんその他の

重度の健康障害を労

働者に生ずるおそれ 

のあるものとして厚

生労働省労働基準局

長が定めるもの) 

メタクリル酸 2,3-エ

ポキシプロピル 

38 

令和 2・2・7

健康障害を防

止するための

指針公示第 27

号 

アクリル酸メチル 

アクロレイン 

40 

※なお、平成 26年指針改正では、上記の

新規対象物質の他、6物質の指針対象物質

について、特別有機溶剤業務以外の業務を

指針の対象とする改正がなされている。 

 

－ 732 －



分担研究報告書（石﨑 由希子） 

 

これらの指針は、「労働安全衛生法第 28

条第 3項の規定に基づき厚生労働大臣が定

める化学物質による健康障害を防止するた

めの指針（平成 23・10・28健康障害を防

止するための指針公示第 21号）」により統

合され、廃止されている。同指針では、既

に指針が公表されてきた 18の化学物質に

8の化学物質(塩化アリル、オルト－フェ

ニレンジアミン及びその塩、1-クロロ-2-

ニトロベンゼン、2,4-ジクロロ-1-ニトロ

ベンゼン、1,2-ジクロロプロパン、ノルマ

ル-ブチル-2,3-エポキシプロピルエーテル、

パラ-ニトロアニソール並びに 1-ブロモ-

3-クロロプロパン)を加えて、化学物質を

製造し、又は取り扱う事業者が、その製造、

取扱い等に際し講ずべき措置について示し

ている。また、その際、①保護具、②作業

環境測定の方法・測定結果の評価指標等に

ついては通達により示す形へと改定されて

いる。なお、同指針以降、対象物質の CAS

登録番号が示されるようになっている。 

CAS登録番号とは、米国化学会の一部門

である CAS(Chemical Abstracts Service)

が運営・管理する化学物質登録システムか

ら付与される固有の数値識別番号をいう。

系統名、一般名または慣用名など複数の名

称が存在するような場合も多い化学物質に

ついて、その物質の特定を容易にするもの

である。 

現在公表されている指針は、「労働安全

衛生法第 28条第 3項の規定に基づき厚生

労働大臣が定める化学物質による健康障害

を防止するための指針（平成 24・10・10

健康障害を防止するための指針公示第 23

号）」（いわゆる「がん原性指針」）である。

同指針は従前の 26物質に 2物質（2-アミ

ノ-4-クロロフェノール及び 1-ブロモブタ

ン）を対象物質に加えている。また、同指

針は、その後も複数回改正されており、下

記の物質がそれぞれ追加されている。 

 

指針 追加された物質 対

象

物

質

数 

平成 25・10・

1 健康障害を

防止するため

の指針公示第

24 号 

N,N-ジメチルアセト

アミド 

29 

平成 26・10・

31 健康障害を

防止するため

の指針公示第

25 号 

ジメチル-2 

2-ジクロロビニルホ

スフェイト 

スチレン 

1,1,2,2-テトラクロ

ロエタン 

トリクロロエチレン 

メチルイソブチルケ

トン 

34 

平成 28・3・

31 健康障害を

防止するため

の指針公示第

26 号 

エチルベンゼン 

4-ターシャリ-ブチル

カテコール 

多層カーボンナノチ

ューブ(がんその他の

重度の健康障害を労

働者に生ずるおそれ 

のあるものとして厚

生労働省労働基準局

長が定めるもの) 

メタクリル酸 2,3-エ

ポキシプロピル 

38 

令和 2・2・7

健康障害を防

止するための

指針公示第 27

号 

アクリル酸メチル 

アクロレイン 

40 

※なお、平成 26 年指針改正では、上記の

新規対象物質の他、6物質の指針対象物質

について、特別有機溶剤業務以外の業務を

指針の対象とする改正がなされている。 
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1．2．2．2．2 健康障害防止指針の構成 

健康障害防止指針は、対象物質及び対象

物質を重量の 1%を超えて含有するものを

製造し、又は取り扱う業務における労働者

の健康障害防止に資するため、事業者が講

ずべき措置を定めるものである。指針では、

対象物質名が CAS 登録番号と共に列挙さ

れる他、対象物質へのばく露を低減するた

めの措置について、A)有機溶剤、B)特別有

機溶剤以外の特定化学物質、C)特別有機溶

剤（※発がん性があり、有機溶剤と同様に

作用し、蒸気による中毒を発生させるおそ

れのある特化則の規制対象物質。有機則が

準用される）、D)上記 A・B以外の対象物質

を類型化して措置を規定している。また、

各物質について、作業環境測定及びその結

果の評価を行うことや測定結果及びその評

価の結果は 30 年間保存に努めることの他、

労働衛生教育の内容・時間（総じて 4.5時

間以上）、対象物質を製造し、又は取り扱

う業務に常時従事する労働者について、1

か月を超えない期間ごとに氏名、業務概要

等の記録を行うことを規定している。さら

に、危険有害性等の表示及び譲渡提供時の

文書交付については、対象物質を a)ラベ

ル表示及び SDS 交付の義務対象物質、b）

SDS 交付のみの義務対象物質、c）上記以

外の 3 グループに類型化して規定している。 

具体的に選定すべき保護具や具体的な作

業環境測定方法及び評価指標については、

指針ではなく、通達で物質ごとに示すこと

が予定されている。対象物質のうち、評価

指標が設定できない物質については測定方

法についてのみ規定されることもある。さ

らに、測定方法等が確立していない段階で

指針対象物質に追加され、後に測定分析手

法が通達に書き込まれるケースもある（→

1．4）14。 

1．2．2．2．3 指針対象物質の選定 

がん原性指針の対象物質にするか否かは、

厚生労働省労働基準局内に設置されている

「化学物質による労働者の健康障害防止措

置に係る検討会」において検討される。同

検討会は、「労働安全衛生法第 28条第 3項

第 2号の規定に基づく指針（がん原性指

針）対象物質の選定の考え方」を示してい

るが、そこでは、原則として次のいずれか

に該当する物質については、「化学物質の

リスク評価検討会」等における議論を踏ま

え、がん原性指針の対象とすることを検討

するとしている。すなわち、①国が実施し

た発がん性試験（短･中期発がん性試験、

遺伝子改変動物を用いたがん原性試験を含

む）により動物への発がん性が認められる

と専門家により評価された物質、あるいは、

②IARC の発がん性分類の 1～2B に該当す

る物質、又は他の国際機関等による発がん

性分類又はその他の発がん性に関する知見

によりそれに相当すると専門家が判断した

物質である。ただし、①について、発がん

性が認められた場合であっても、当該物質

に変異原性がなく、かつ試験において、高

用量のみで腫瘍発生増加が認められた場合

には、労働環境中の濃度を考慮して、がん

原性指針の対象とすることについて要否が

改めて判断される。また、一旦、がん原性

指針の対象とされた物質又は業務であって

も、リスク評価の結果、特定化学物質障害

予防規則（特化則）等により発がん予防の

観点での規制がなされる可能性があり、こ

のような場合には、当該規制の範囲につい

ては指針の対象から除外することとされて
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いる。発がん性が認められるか否か、認め

られるとして、がん原性指針に追加する必

要があるか否かは 15、「化学物質のリスク

評価検討会（有害性評価小検討会）」にお

いて検討される。 

なお、国による発がん性試験は、安衛法

第 58条に規定される国の援助として実施

されるものである。動物を用いたがん原性

試験（発がん性試験）16としては、1983

（昭和 58）年以降、複数（ラット、マウ

ス）の動物種に対して化学物質をほぼ生涯

（2 年間）投与（吸入ばく露、経口投与）

し、臓器の変化等によりその化学物質のが

ん原性を調べる試験が行われてきた。この

試験に先立ち、用量を決定するための予備

試験（2週間試験及び 13週間試験）が行

われるため、ある被験物質についてがん原

性試験を行って報告がなされるまでには 4

年以上を要するものであった 17。もっとも、

これでは新規化学物質への対応が困難であ

ることから、2013（平成 25）年 9月 18日

の第 6回化学物質による労働者の健康障害

防止措置に係る検討会においては、①短・

中期の発がん性試験を含むことが明確化さ

れた他、②国の試験により発がん性が明ら

かとなった物質だけではなく、それと同等、

あるいはそれ以上の発がんの可能性を国際

機関等で指摘されている物質についても、

指針の対象としていくこととされた（上記

②）18。また、その後、2019（平成 31）年

8月 5日の第１回化学物質による労働者の

健康障害防止措置に係る検討会では、2015

（平成 27）年度の検討会の後から、遺伝

子改変動物を用いたがん原性試験（がん遺

伝子を用いた実験動物やがん抑制遺伝子を

欠損させた実験動物等を使用する試験 19）

が開始されたことを受けて、国が行う発が

ん性試験の中に遺伝子改変動物を用いたが

ん原性試験を含むことが確認されている 20。 

 

1．2．2．3 指針の公表及び必要な指導等 

 指針の公表は、当該指針の名称及び趣旨

を官報に掲載するとともに、当該指針を厚

生労働省労働基準局及び都道府県労働局に

おいて閲覧に供することにより行われる

（安衛則第 24 条の 10、同第 24 条）。また、

厚生労働大臣は、技術上の指針又は労働者

の健康障害を防止するための指針の公表に

よる労働災害及び健康障害防止の実を上げ

るため、必要があると認めるときは、事業

者又は事業者団体に対し、必要な指導等を

行うことができる（本条第 4項）。 

 

1．3 沿革 

1．3．1 制度史 

本条は安衛法制定当時から導入されてい

る規定である。安衛法制定に先立ちとりま

とめられた「労働基準法研究会報告」

（1971（昭和 46）年 7 月 13 日）では、大

部分の労働災害が法規違反によってではな

く、法定の最低基準とかかわりなく発生し

ており、最低基準の確保とは異なる観点か

らの行政努力が必要とされること、最低基

準の確保という施策は事業場の普遍性、共

通性に着目して労働災害を防止しようとす

るものであるが、事業場の特殊性に着目し

て労働災害を防止するためには、たとえば、

「個々の産業、個々の作業の実態に即した

具体的な技術的指針の作成、公表」が必要

となることが示されている。その上で、同

報告書は、今後の安全衛生対策の具体的方

向の 1 つとして、「具体的な安全衛生基準
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いる。発がん性が認められるか否か、認め

られるとして、がん原性指針に追加する必

要があるか否かは 15、「化学物質のリスク

評価検討会（有害性評価小検討会）」にお

いて検討される。 

なお、国による発がん性試験は、安衛法

第 58条に規定される国の援助として実施

されるものである。動物を用いたがん原性

試験（発がん性試験）16としては、1983

（昭和 58）年以降、複数（ラット、マウ

ス）の動物種に対して化学物質をほぼ生涯

（2年間）投与（吸入ばく露、経口投与）

し、臓器の変化等によりその化学物質のが

ん原性を調べる試験が行われてきた。この

試験に先立ち、用量を決定するための予備

試験（2週間試験及び 13週間試験）が行

われるため、ある被験物質についてがん原

性試験を行って報告がなされるまでには 4

年以上を要するものであった 17。もっとも、

これでは新規化学物質への対応が困難であ

ることから、2013（平成 25）年 9月 18日

の第 6回化学物質による労働者の健康障害

防止措置に係る検討会においては、①短・

中期の発がん性試験を含むことが明確化さ

れた他、②国の試験により発がん性が明ら

かとなった物質だけではなく、それと同等、

あるいはそれ以上の発がんの可能性を国際

機関等で指摘されている物質についても、

指針の対象としていくこととされた（上記

②）18。また、その後、2019（平成 31）年

8月 5日の第１回化学物質による労働者の

健康障害防止措置に係る検討会では、2015

（平成 27）年度の検討会の後から、遺伝

子改変動物を用いたがん原性試験（がん遺

伝子を用いた実験動物やがん抑制遺伝子を

欠損させた実験動物等を使用する試験 19）

が開始されたことを受けて、国が行う発が

ん性試験の中に遺伝子改変動物を用いたが

ん原性試験を含むことが確認されている 20。 

 

1．2．2．3 指針の公表及び必要な指導等 

 指針の公表は、当該指針の名称及び趣旨

を官報に掲載するとともに、当該指針を厚

生労働省労働基準局及び都道府県労働局に

おいて閲覧に供することにより行われる

（安衛則第 24 条の 10、同第 24 条）。また、

厚生労働大臣は、技術上の指針又は労働者

の健康障害を防止するための指針の公表に

よる労働災害及び健康障害防止の実を上げ

るため、必要があると認めるときは、事業

者又は事業者団体に対し、必要な指導等を

行うことができる（本条第 4項）。 

 

1．3 沿革 

1．3．1 制度史 

本条は安衛法制定当時から導入されてい

る規定である。安衛法制定に先立ちとりま

とめられた「労働基準法研究会報告」

（1971（昭和 46）年 7 月 13 日）では、大

部分の労働災害が法規違反によってではな

く、法定の最低基準とかかわりなく発生し

ており、最低基準の確保とは異なる観点か

らの行政努力が必要とされること、最低基

準の確保という施策は事業場の普遍性、共

通性に着目して労働災害を防止しようとす

るものであるが、事業場の特殊性に着目し

て労働災害を防止するためには、たとえば、

「個々の産業、個々の作業の実態に即した

具体的な技術的指針の作成、公表」が必要

となることが示されている。その上で、同

報告書は、今後の安全衛生対策の具体的方

向の 1 つとして、「具体的な安全衛生基準
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の明確化」を挙げ、危害防止の措置を講ず

べき対象、場合、あるいは、講ずべき措置

の内容等を法令上明確に規定することの他、

行政指導ないし民間の自主的活動のよりど

ころとするために、国が具体的な技術基準

を示すことを提案している。制定当時の本

条の標題は、「技術上の指針及び望ましい

作業環境の標準の公表等」であり、危害防

止基準に基づく措置に関する技術的指針の

公表に関する規定の他、「快適な作業環境

の形成を図るため必要があると認めるとき

は、望ましい作業環境の標準を公表するこ

とができる」旨の規定を置いていた（安衛

法第 28 条第 2 項（当時））。なお、労働大

臣が必要と認める場合の指導に関する規定

は制定当時から置かれていた（同第 3 項

（当時））。 

 1977（昭和 52）年の安衛法改正（法律

第 76 号）では、本条の標題が「技術上の

指針等の公表等」に改められ、新たに、所

定の化学物質を製造し、取り扱う事業者が

労働者の健康障害を防止するための指針の

公表に関する規定が追加された（同法第

28 条第 2 項（当時））。ところで、1977

（昭和 52）年改正では、新規化学物質を

製造・輸入しようとする事業者に対し、新

規化学物質の有害性調査の実施と調査結果

の届出が義務付けられ、労働大臣が必要と

認める場合には、健康障害予防のための措

置を講ずべきことを勧告することができる

とされた（同法第 57 条の 2（当時））。ま

た、労働大臣が必要と認めるときは、がん

その他の重度の健康障害を労働者に生ずる

おそれのある化学物質を製造し、輸入し、

又は使用している事業者に対し、有害性調

査の実施と結果報告を指示することができ

るとされた（同法第 57 条の 3（当時））。

本条に基づく指針は、こうした勧告・指示

の対象となる化学物質の他、これ以外の

「がんその他の重度の健康障害を労働者に

生ずるおそれのある」化学物質も対象とす

るものとされている。 

 1980（昭和 55）年安衛法改正（法律第

78 号）では、危害防止基準として、建設

爆発、火災等が生じたことに伴う労働者の

救護に関する措置が安衛法第 25 条の 2 に

おいて定められたこととの関係で、技術上

の指針の対象が拡げられている。 

 1988（昭和 63）年安衛法改正（法律第

37 号）では、技術上の指針を定めるに当

たり、中高年齢者に関して、特に配慮する

ものとする旨の規定が追加されている。同

規定は、転倒・墜落等、身体機能の低下が

原因となって発生する高年齢者の労働災害

が増加する中で、こうした労働災害を防止

するため、中高年齢者の身体機能の変化に

応じた施設設備、作業方法等の改善等の対

策を各事業場で確立する必要があるとして

追加されたものである 21。 

 1992（平成 4）年安衛法改正（法律第 55

号）では、望ましい作業環境の標準に係る

規定が本条から削除された。同改正は、安

衛法に新設された「第 7 章の 2 快適な職

場環境の形成のための措置」において、

「快適な職場環境の形成のための指針の公

表等」の規定（安衛法第 71 条の 3）が設

けられたことによるものである 22。 

1999（平成 11）年には、中央省庁等改

革に伴い、労働大臣を厚生労働大臣とする

安衛法改正（法律第 108 号）が行われてい

る。さらに、2014（平成 26）年安衛法改

正（法律第 82 号）では、SDS 交付が義務
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付けられる物質を対象としてリスクアセス

メントを義務付ける規定が安衛法第 57 条

の 3 が挿入されたこととの関係で、本条が

引用する、有害性調査に係る規定の条文番

号が繰り下げられるという改正がなされて

いる。 

 

1．3．2 背景になった災害等 

 本条制定の背景になった災害等として、

特定の災害・職業病を挙げることは困難で

あるが、「労働基準法研究会報告」（1971

（昭和 46）年 7月 13 日）においては、法

規違反が原因となって発生する労働災害は

全体の 2割かあるいはそれ以下であること

が指摘されており、これは、最低基準とは

別個の観点からする行政努力の展開が要請

される背景事情といえる。 

 なお、本条に基づく指針制定の背景災害

として、差し当たり下記の例を取り上げる。

「ヒドロキシルアミン等の安全な取扱い等

に関する技術上の指針（平成 13・12・3技

術上の指針公示第 17 号）」の制定に先立ち、

「ヒドロキシルアミンに係る爆発災害等の

防止について」（平成 13・6・11 基安発第

34号の 2）が発出されており、ヒドロキシ

ルアミンの濃度管理、温度管理や鉄等の金

属との接触防止に留意するとともに、作業

手順書に危険性及び取扱い上の注意事項な

どを盛り込み、安全衛生教育を実施するこ

とが要請されているが、その背景には、日

進化工株式会社群馬工場で発生した爆発事

故があった旨記載されている（図表 1-12）。

ヒドロキシルアミンは、50％濃度の水溶液

として市販され、主に半導体の洗浄・はく

離剤、農薬・医薬品の中間原料等として使

用されており、通常の状態においてはほと

んど分解しない安定なものとされているが、

①水溶液中の濃度が高いほど、②取り扱う

温度が高いほど、③鉄イオン等の混入物の

濃度が高いほど、自己発熱分解が促進され、

高濃度のヒドロキシルアミン水溶液につい

ては爆ごう性(衝撃波の伝播を伴って破壊

的に爆発する性状)があることが上記爆発

事故の事故原因調査等を通じて明らかとな

っている。 

日進化工株式会社群馬工場の再蒸留塔で

発生した爆発火災は、2000（平成 12）年 6

月 10日 18時頃に発生し、死者 4人、負傷

者 58人（負傷者のうち 54人は周辺住民）

を出した。爆発の瞬間は爆心地から閃光の

ような火柱が吹き上げ、再蒸留塔は跡形も

なく吹っ飛び、工場は壊滅的な大被害を受

けたほか、工場周辺では建物 2棟が全壊、

建物 5棟が半壊、建物 285棟の一部が損傷

するなどした。事故原因としては、80～

85%濃度に濃縮されたヒドロキシルアミン

の循環配管からの緊急抜き出し配管（※行

き止まり配管になっていた）に蓄積した鉄

イオンにより、高濃度ヒドロキシルアミン

が反応し分解したと推定されている。また、

背景には、法律上の規制が十分ではなく、

事業者がヒドロキシルアミンの危険性を軽

くみていたこと、また、遠因としては、ヒ

ドロキシルアミンは半導体産業において使

われるところ、IT産業の発展、フロン代

替で、急激に需要が増加し、週末も運転が

行われていたことがあるのではないかと指

摘されている 23。 
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1．4 適用の実際 

1．4．1 対象物質追加に至るプロセス 

がん原性指針の最新改正は令和 2・2・7

健康障害を防止するための指針公示第 27

号（以下、「指針公示第 27 号」という）に

よるものであるが、同指針において、アク

ロレインが追加されるに至ったプロセスを

以下確認する。 

まず、2016（平成 28）年 6月 23 日に開

催された平成 28 年度第２回化学物質のリ

スク評価検討会（有害性評価小検討会）に

おいては、日本バイオアッセイ研究センタ

ーから、アクロレインのラット・マウスを

用いた吸入によるがん原性試験結果につい

て報告がなされた。その結果については、

①ラットは、雌雄とも鼻腔に扁平上皮癌の

発生、雌では鼻腔に横紋筋腫の発生が認め

られており、雌雄ラットに対するがん原性

を示す証拠と考えられること、②マウスは、

雄では、腫瘍の発生増加は認められず、雌

では、鼻腔の腺腫の発生増加が認められて

おり、アクロレインは雄マウスとの関係で

はがん原性はないが、雌マウスに対するが

ん原性を示す証拠と考えられるとされた。

その後の委員による議論の結果、アクロレ

インは発がん性を有するとの結論が導かれ

た。次に、指針策定の要否が検討された。

（Ａ）当該物質に変異原性がなく、かつ

（Ｂ）試験の高用量のみで腫瘍発生増加が

認められた場合には、指針策定は不要と判

断されるところ、まず、アクロレインの遺

伝毒性については明確に判断できない、変

異原性については「確定的には言い切れな

い」ことが確認された（Ａ）。他方、試験

結果から得られた NOAEL（Non Observed 

Adverse Effect Level、無毒性量（毒性試

験期間中に試験物質を与え続けても、動物

に毒性（有害な）影響がみられない最大の

投与量）が、発がん性については、ラット

が 0.5ppm、マウスが 0.4ppm、慢性毒性に

ついては、ラットが 0.5ppm、マウスが

0.1ppm であるのに対し、日本産業衛生学

会が示している許容濃度が 0.1ppmという

こともあり、「高用量のみで腫瘍発生増加

が認められた」とまではいえない（Ｂ）と

された。結論として、指針の策定が必要と

の判断がなされた。 

2019（令和元）年 8月 5日に開催された

2019年度第１回化学物質による労働者の

健康障害防止措置に係る検討会においては、

上記の検討会結果を踏まえ、アクロレイン

についてがん原性指針に定める措置と同様

の措置を講じることが必要であるとの結論

が得られている。もっとも、アクロレイン

については、測定が困難な物質であり、同

年 7月 26日に開催された 2019 年度第１回

化学物質のリスク評価検討会（ばく露評価

小委員会）では、厚労省からばく露実態調

査について委託を受けた中災防によりアク

ロレインについて測定可能である旨の報告

がなされたものの、アクロレインのサンプ

リングに用いられたカートリッジが特注品

であり、ばく露実態調査の目的はそれによ

って果たされるとしても、広く一般事業者

の行為規範を示すがん原性指針において、

特注品前提の測定手法を示すわけにはいか

ないことから、測定手法について局長通知

に書き込むことは見送られた 24。 

 

1．4．2 周知 

上記プロセスを経て策定された改正指針

を公表するにあたり、2020（令和 2）年 2
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月 7日、厚生労働省労働基準局長から各都

道府県労働局長に対し、「『労働安全衛生法

第 28条第 3項の規定に基づき厚生労働大

臣が定める化学物質による健康障害を防止

するための指針の一部を改正する件』等の

周知について（基発 0207第 2号）」という

通知がなされ、対象物質の追加や関係通達

の改正についての周知がなされている。そ

の上で、①各都道府県労働局労働基準部健

康主務課において新指針を閲覧に供する

(新指針が厚生労働省 Webサイトに掲載さ

れている旨を知らせることを含む。)とと

もに、②事業者、関係事業者団体等に対し

てその周知を図り、③各事業場においてが

ん原性指針の対象物質による健康障害の防

止対策が適切に行われるよう指導すること

を要請している。また、同時に、厚生労働

省労働基準局長からは、関係事業者団体の

長に対しても、改正指針の趣旨を理解した

上で、改正指針の内容や留意事項等につい

て傘下会員に対する周知やがん原性指針の

対象物質による健康障害の防止対策が適切

に行われるよう協力を依頼する通知がなさ

れている。 

 

1．4．3 監督の実態 

監督官経験者 25によれば、指針に関する

監督の実態は下記のとおりである。安衛法

28条に基づく指針に関して特別に監督が

行われることはない。健康障害防止指針の

対象物質との関係でいえば、いわゆる化学

物質を重点対象とした監督指導を実施して

いる中で、対象となる物質があった場合に

監督指導を実施するという形になる。もっ

とも、監督指導事業場で用いられている化

学物質が指針該当物質に当たるか否かの見

極めは、監督指導に対応した監督官の資質

によるところが大きい。なお、指針におい

て CAS登録番号が明記されるようになり、

インターネットで調べることは可能ではあ

るものの、これを調べる余裕がないことの

方が多い。監督官経験者の意見としては、

監督の質の向上という観点から、アメリカ

の国立労働安全衛生研究所（NIOSH）が刊

行し、労働者、使用者、労働衛生の専門家

らへの情報提供を目的とする「NIOSH 

POCKETGUIDE to CHEMICAL HAZARD（国立労

働安全衛生研究所の化学物質の危険性に対

するポケットガイド）」のように、化学物

質別の詳細な資料を監督官に配布すること

が有益であるとのことである（なお、同ポ

ケットガイドはオンライン上でも公開され

ている 26）。 

 

1．5 関係判例 

1．5．1 大隈鉄工所高価機械損傷損害賠

償訴訟・名古屋地判昭和 62・7・27 判時

1250号 8頁 

＜事案の概要＞ 

本件は、汎用プレナー（※鋳鉄、鋼鉄な

どを材料にした加工物の平面や溝等を強力

重切削する機械、汎用プレナーは、不特定

多数の部品を加工することが可能（図表

1-13））でギアボツクスの切削加工作業に

従事していた労働者 Y が作業中に居眠りを

したことにより、プレナーにキズをつけ、

加工品も工作不良にしたため、X 社は Y に

対し損害賠償を請求したというものである。

Y は、その際、X 社は事故防止義務を怠っ

ていることから、Y は損害賠償責任を負わ

ないとし、事故防止義務の中には、事故防

止装置の設置が含まれるとし、特に、「工
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どを材料にした加工物の平面や溝等を強力

重切削する機械、汎用プレナーは、不特定

多数の部品を加工することが可能（図表

1-13））でギアボツクスの切削加工作業に

従事していた労働者 Y が作業中に居眠りを

したことにより、プレナーにキズをつけ、

加工品も工作不良にしたため、X 社は Y に

対し損害賠償を請求したというものである。

Y は、その際、X 社は事故防止義務を怠っ

ていることから、Y は損害賠償責任を負わ

ないとし、事故防止義務の中には、事故防

止装置の設置が含まれるとし、特に、「工
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作機械の構造の安全基準に関する技術上の

指針」（昭和 50・10・18 技術上の指針公示

第 4 号）において「過走、誤作動等に対す

る安全装置」として、「電気的にインター

ロツクされる装置又は送り停止用リミット

スイッチ、その他の安全装置を設けること

が望ましい」旨規定があること等を踏まえ、

刃物台上下送り自動停止装置の設置をすべ

きなどの主張をしている。 

＜判旨＞ 

同判決は、まず、過剰切削を防止すると

いう目的の範囲内での自動化は 20～30 万

円の費用で可能である旨認定し、「切削完

了の手前である程度の余裕をもたせた位置

において一時停止させ、その後のわずかの

部分は、手動によって切削を完了させる方

法を採れば足り、場合によつてはその方が

切削方法として望ましい」とする。しかし

ながら、「本件事故当時の工作機械業界に

おいて、実際に、汎用プレナーに完全自動

制御化されたり、自動警報装置を備えた機

械は存在していなかつたし、部分的にせよ、

自動送り中に一定の位置に達した際プレナ

ーの往復運動あるいは刃物台の降下を自動

的に停止させる装置を備え付けたものも見

当らず（汎用機でないものについては、作

業能率その他の見地から自動制御化が図ら

れ、これは日時の経過とともに、その範囲

が拡大されつつある。）、自動送りにした場

合でも作業者の切削状況の監視業務と相ま

つて初めて良好な切削作業が遂行されるも

のと一般に考えられていたこと、労働安全

衛生法その他関係諸法令上も本件プレナー

が安全基準に違反する点はなく、むしろ、

刃物台あるいはテーブルが作動限界に来た

場合あるいはは他の装置と衝突したりした

場合に機械自体の破損を防ぎ、合わせて人

身等に対する危険を防止するため、汎用プ

レナーにも必要かつ十分な各種保安装置が

設置されていたこと、更に本件事故当時は

もちろん現在においても、前記のような事

故防止のための自動停止装置を設置した場

合は、成る程、それ自体の費用は低廉であ

るかもしれないが、これを作業の内容や加

工対象の形状等に合わせて目的的に作動さ

せるためには、刃物合わせ毎に装置の調整

を要する等の準備作業に相当の時間と手間

のかかることが予測され、作業能率の低下

を招くことを免れず、時には、安全装置の

不完全さなども加わつて、これら準備作業

によつて、労働者の生命、身体に対する危

険の増大することもなくはないと推測され

ること」から、本件プレナーに、自動停止

装置あるいは警報装置を設置しておかなか

つたからといって、義務違反は認められな

い旨の判断をしている。 

 その上で、本件居眠りは重大な義務違反

にあたるもので、X 社が損害賠償請求権を

行使すること自体は問題ないとしつつ、損

害額の算定に際しては、雇用関係における

信義則及び公平の見地から、X 社が機械保

険に加入するなどの損害軽減措置を講じて

いないこと、重大事故であるとはいえ、深

夜勤務中の事故であり Y に同情すべき点も

あること、労働者の過失に起因する物損事

故についてこれまで損害賠償請求を受けた

者がいないこと等を考慮して、一定程度の

減額が認められている。 

＜判決から導かれる示唆＞ 

 同判決は、使用者から労働者に対する損

害賠償請求が認められるか否かが争われる

中で、使用者の事故防止義務が適切に行使
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されたか否かが争点化された事案であり、

その際、技術上の指針に記載されている工

学的対策がとられているか否かが問題とさ

れている。同判決は被告労働者が主張する

対策をとることも理論的には可能であるこ

とを認めつつ、事故当時の工作機械業界に

おける自動化の状況や一般的な認識、自動

化がもたらすコストやリスク（作業能率の

低下、労働者の生命・身体に対する危険）、

汎用プレナーに一定の保安装置が備え付け

られていたことなどを考慮して、こうした

対策をとる必要はなかったと判断している。

技術上の指針は、望ましい対応について規

定するものであるが、それを全て行ってい

ないからといって直ちに民事上の責任を問

われたり、労働者側の過失を免責するもの

ではないこと、民事上の責任が生じるか否

かはその時点における業界の状況や認識、

指針記載の事項を行うことにより生じるデ

メリットの大きさ等によって変わりうるこ

とが示唆される。 

 

1．5．2 損害賠償請求事件・東京地判平

成 29・1・24判タ 1453号 211頁 

＜事案の概要＞ 

本件は、全自動式丸鋸切断機（本件機

械）で作業していた担当者 X が、その操業

中、丸鋸の回転中にこれに接触することに

より、右手中指を切断するなどの傷害を負

った事故につき、本件機械の製造者 Y 社に

対し製造物責任法 3 条又は不法行為に基づ

く損害賠償責任を追及した事案である。 

X1 は、本件機械の製造時である 2004

（平成 16）年当時、「機械の包括的な安全

基準に関する指針」（平成 13 年 6 月 1 日基

発第 501 号）が発出されており、機械の危

険部位に接触することができない装置を施

すことは、工作機械製造業者では常識の範

囲内にあったのであり、丸鋸刃の回転が停

止するまでは扉が開かないなどの機構を標

準装備とすべきであったにもかかわらず、

本件機械はそのようになっていないことが、

製造物責任法 3 条にいう「瑕疵」にあたる

と主張していた。これに対し、Y 社は、本

件機械の取扱説明書等には、丸鋸刃は

「入・切」ボタンを押しても直ちに停止し

ないが、端材を取り出す場合には主電源を

切ることなどの警告が記載されているほか、

本件機械の前面扉に取り付けられた窓から

も、丸鋸刃が回転しているかどうかを確認

することができるため、本件機械の作業者

は、適切な注意を払うことにより丸鋸刃に

接触することによる事故を回避することが

できることから、「瑕疵」は認められない

と主張した。なお、Y 社は、同業者が販売

していた類似の機械の多くは、危険源とな

る運動部分に人の身体が触れることを防止

する装置を備えていなかったことも主張し

ている。 

＜判旨＞ 

同判決は、「製造物責任法 3 条にいう『欠

陥』とは、当該製造物の特性、その通常予

見される使用形態、その製造業者等が当該

製造物を引き渡した時期その他の当該製造

物に係る事情を考慮して、当該製造物が通

常有すべき安全性を欠いていることをいう

（同法 2 条 2 項）」との一般論を示し、下

記の判示により、本件機械に「瑕疵」が認

められると判断する。 

「本件機械は、自動運転であれ手動操作

であれ、少なくとも最後の端材を取り出す

ときは、前面扉を開けて手を挿入し、丸鋸
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されたか否かが争点化された事案であり、

その際、技術上の指針に記載されている工

学的対策がとられているか否かが問題とさ

れている。同判決は被告労働者が主張する

対策をとることも理論的には可能であるこ

とを認めつつ、事故当時の工作機械業界に

おける自動化の状況や一般的な認識、自動

化がもたらすコストやリスク（作業能率の

低下、労働者の生命・身体に対する危険）、

汎用プレナーに一定の保安装置が備え付け

られていたことなどを考慮して、こうした

対策をとる必要はなかったと判断している。

技術上の指針は、望ましい対応について規

定するものであるが、それを全て行ってい

ないからといって直ちに民事上の責任を問

われたり、労働者側の過失を免責するもの

ではないこと、民事上の責任が生じるか否

かはその時点における業界の状況や認識、

指針記載の事項を行うことにより生じるデ

メリットの大きさ等によって変わりうるこ

とが示唆される。 

 

1．5．2 損害賠償請求事件・東京地判平

成 29・1・24判タ 1453号 211頁 

＜事案の概要＞ 

本件は、全自動式丸鋸切断機（本件機

械）で作業していた担当者 X が、その操業

中、丸鋸の回転中にこれに接触することに

より、右手中指を切断するなどの傷害を負

った事故につき、本件機械の製造者 Y 社に

対し製造物責任法 3 条又は不法行為に基づ

く損害賠償責任を追及した事案である。 

X1 は、本件機械の製造時である 2004

（平成 16）年当時、「機械の包括的な安全

基準に関する指針」（平成 13 年 6 月 1 日基

発第 501 号）が発出されており、機械の危

険部位に接触することができない装置を施

すことは、工作機械製造業者では常識の範

囲内にあったのであり、丸鋸刃の回転が停

止するまでは扉が開かないなどの機構を標

準装備とすべきであったにもかかわらず、

本件機械はそのようになっていないことが、

製造物責任法 3 条にいう「瑕疵」にあたる

と主張していた。これに対し、Y 社は、本

件機械の取扱説明書等には、丸鋸刃は

「入・切」ボタンを押しても直ちに停止し

ないが、端材を取り出す場合には主電源を

切ることなどの警告が記載されているほか、

本件機械の前面扉に取り付けられた窓から

も、丸鋸刃が回転しているかどうかを確認

することができるため、本件機械の作業者

は、適切な注意を払うことにより丸鋸刃に

接触することによる事故を回避することが

できることから、「瑕疵」は認められない

と主張した。なお、Y 社は、同業者が販売

していた類似の機械の多くは、危険源とな

る運動部分に人の身体が触れることを防止

する装置を備えていなかったことも主張し

ている。 

＜判旨＞ 

同判決は、「製造物責任法 3 条にいう『欠

陥』とは、当該製造物の特性、その通常予

見される使用形態、その製造業者等が当該

製造物を引き渡した時期その他の当該製造

物に係る事情を考慮して、当該製造物が通

常有すべき安全性を欠いていることをいう

（同法 2 条 2 項）」との一般論を示し、下

記の判示により、本件機械に「瑕疵」が認

められると判断する。 

「本件機械は、自動運転であれ手動操作

であれ、少なくとも最後の端材を取り出す

ときは、前面扉を開けて手を挿入し、丸鋸
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刃付近に残存する端材を取り出す作業が必

要であること、本件機械は、丸鋸刃の回転

を停止させるボタンを押してもすぐにはそ

の回転が停止せず、惰性で回転を続けるこ

と、本件機械には前面扉を開けると丸鋸刃

が直ちに停止し又は丸鋸刃が停止するまで

は前面扉が開かないなどといった安全防護

装置は標準装備されていないこと、本件指

針が平成 13 年に発出され、改正指針が平

成 19 年に発出されたが、本件指針は、す

べての機械に適用できる包括的な安全方策

等に関する基準を定めたものであり、製造

者等による安全な機械の製造等を促進し、

機械による労働災害の防止に資することを

目的として定められ、業界団体等を通じて

周知されたこと、本件指針は、可動式ガー

ドについて、危険源となる運動部分の動作

中はガードが開かないように固定する機構

を備えない可動ガードは、当該ガードを開

けたときに危険源となる運動部分が直ちに

動作を停止することや、上記機構を備える

可動ガードの場合は危険源となる運動部分

が完全に動作を停止した後でなければカー

ドを開けることができないようにすること

などが定められていること、被告もその所

属するＭ工業会から本件指針に関する情報

を得ていたこと、そのころ、欧州において

は、すでに電磁ロック式インターロックを

標準装備とすることが求められており、Y

社もこれに対応した本件機械を輸出してい

たこと、国内向けの本件機械に同様の安全

防護装置を設けることは技術的に可能であ

ること、平成 19 年、改正指針が発出され、

機械による労働災害の一層の防止のため、

本件指針の内容が深化したことが認められ

る。また、他社の対応においても、平成

16 年当時、工作機械にインターロック等

を標準装備するなどの対応をすでに取って

いた会社も存在するところである。」 

「そうすると、本件機械を使用して材料

を切断する場合に、自動運転であれ手動操

作であれ、少なくとも最後の端材を取り出

す際には丸鋸刃付近に手を挿入して端材を

取り出す工程が不可避的に存在するため、

その使用形態に照らして、作業者が丸鋸刃

に手を触れる危険性があるものである一方、

そのオプション装置としての価格を合わせ

考慮しても、本件機械の前面扉にかかる装

置を標準装備とすることに困難はないし、

本件機械が製造された平成１６年当時、機

械による労働災害を防止するため、機械操

作による労働災害の危険の大きさに鑑み、

機械の危険源が運動しているときに人が身

体を危険源に誤って触れることがないよう

な装置を備えることが求められていたとい

うことができるから、こうした安全防護装

置を備えないことは、通常有すべき安全性

を欠いていると評価し得るというべきであ

る。」 

＜判決から導かれる示唆＞ 

 同判決は、「機械の包括的な安全基準に

関する指針」（平成 13・6・1 基発第 501

号）の内容や平成 19 年改正の事実、業界

におけるその周知状況や Y 社の認識可能性

を考慮して、機械の危険源が運動している

ときに人が身体を危険源に誤って触れるこ

とがないような安全防護装置を備えないこ

とが製造物責任法にいう「瑕疵」にあたる

と判断する。また、その際、欧州において

インターロックを標準装備することが求め

られており、Y 社も対応していたことやそ

うした対応をとっていた他の会社があるこ
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と、標準装備する場合の価格も考慮してい

る。「機械の包括的な安全基準に関する指

針」は本条に基づく指針ではないが、「機

能安全による機械等に係る安全確保に関す

る技術上の指針（平成 28・9・26 厚生労働

省告示第 353 号）」と相まって機械等の安

全を確保するための必要な基準等について

規定するものであり、本条に基づく指針も

同様に製造物責任法にいう「瑕疵」の判断

にあたり参酌される可能性がある。ただし、

その際には、同判決のように、指針の内容

のみならず、実際にそうした装備を備える

ことが具体的状況の下で期待可能であった

か否かが考慮されることとなると予想され

る（→1．5．1も参照）。 

 

1．5．3 三星化学工業事件・福井地判令

和 3・5・11判時 2506・2507号 86頁 

＜事案の概要＞ 

本件は、染料・顔料の中間体を製造して

いた Y 社福井工場において勤務し、乾燥工

程中の洗浄作業及び乾燥機の清掃作業に従

事していた X らが相次いで膀胱がんを発症

したことから、Y 社に対し、安全配慮義務

違反に基づく損害賠償を請求した事案であ

る。製品の原料には、オルト-トルイジン

が用いられていたが、X らが Y 社の責任が

生じたとする 2001（平成 13）年当時、厚

生労働省ががんを引き起こすおそれのある

化学物質について指針を示した「化学物質

による健康障害を防止するための指針一

覧」における対象物質に指定されておらず、

また、本件薬品曝露を原因とする膀胱がん

は、労災認定における職業病リスト（労働

基準法施行規則別表第 1 の 2）にも掲げら

れていなかった 27。ただし、Y 社の福井工

場副工場長は、福井工場に送られてきた

SDS（安全データシート）には全て目を通

しており、本件薬品の発がん性も認識して

いた。 

＜判旨＞ 

 福井地判は、「化学物質による健康被害

が発症し得る環境下において従業員を稼働

させる使用者」の予見可能性としては、

「安全性に疑念を抱かせる程度の抽象的な

危惧であれば足り、必ずしも生命・健康に

対する障害の性質、程度や発症頻度まで具

体的に認識する必要はない」とした。その

上で、Y 社が入手していた SDS に本件薬品

の経皮的曝露による健康障害及びヒトへの

発がん可能性（高濃度曝露の場合死亡の可

能性もあること等）について記載があった

こと、Y 社の福井工場副工場長において同

工場に送られてきた SDS には目を通してお

り、本件薬品の発がん性も認識していたこ

と、同年以前から、X らを含む被告従業員

の尿中代謝物において本件薬品が含有され

ている有機溶剤が高濃度で検出されており、

このことを Y 社も認識していたことを踏ま

え、Y 社は、本件薬品の経皮的曝露により

健康障害が生じ得ることを認識し得たと判

断した。 

 また、Y 社には、「安全配慮義務の具体

的内容として、従業員が本件薬品に経皮的

に曝露しないよう、不浸透性作業服等の着

用や、身体に本件薬品が付着した場合の措

置についての周知を徹底し、これを従業員

に遵守させるべき義務があった」が、福井

工場においては、夏場などに従業員が半袖

Ｔシャツで作業することがあったこと、本

件薬品が作業服ないし身体に付着すること

があったことや、その場合でも直ちに着替
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と、標準装備する場合の価格も考慮してい

る。「機械の包括的な安全基準に関する指

針」は本条に基づく指針ではないが、「機

能安全による機械等に係る安全確保に関す

る技術上の指針（平成 28・9・26 厚生労働

省告示第 353 号）」と相まって機械等の安

全を確保するための必要な基準等について

規定するものであり、本条に基づく指針も

同様に製造物責任法にいう「瑕疵」の判断

にあたり参酌される可能性がある。ただし、

その際には、同判決のように、指針の内容

のみならず、実際にそうした装備を備える

ことが具体的状況の下で期待可能であった

か否かが考慮されることとなると予想され

る（→1．5．1も参照）。 

 

1．5．3 三星化学工業事件・福井地判令

和 3・5・11判時 2506・2507号 86頁 

＜事案の概要＞ 

本件は、染料・顔料の中間体を製造して

いた Y 社福井工場において勤務し、乾燥工

程中の洗浄作業及び乾燥機の清掃作業に従

事していた X らが相次いで膀胱がんを発症

したことから、Y 社に対し、安全配慮義務

違反に基づく損害賠償を請求した事案であ

る。製品の原料には、オルト-トルイジン

が用いられていたが、X らが Y 社の責任が

生じたとする 2001（平成 13）年当時、厚

生労働省ががんを引き起こすおそれのある

化学物質について指針を示した「化学物質

による健康障害を防止するための指針一

覧」における対象物質に指定されておらず、

また、本件薬品曝露を原因とする膀胱がん

は、労災認定における職業病リスト（労働

基準法施行規則別表第 1 の 2）にも掲げら

れていなかった 27。ただし、Y 社の福井工

場副工場長は、福井工場に送られてきた

SDS（安全データシート）には全て目を通

しており、本件薬品の発がん性も認識して

いた。 

＜判旨＞ 

 福井地判は、「化学物質による健康被害

が発症し得る環境下において従業員を稼働

させる使用者」の予見可能性としては、

「安全性に疑念を抱かせる程度の抽象的な

危惧であれば足り、必ずしも生命・健康に

対する障害の性質、程度や発症頻度まで具

体的に認識する必要はない」とした。その

上で、Y 社が入手していた SDS に本件薬品

の経皮的曝露による健康障害及びヒトへの

発がん可能性（高濃度曝露の場合死亡の可

能性もあること等）について記載があった

こと、Y 社の福井工場副工場長において同

工場に送られてきた SDS には目を通してお

り、本件薬品の発がん性も認識していたこ

と、同年以前から、X らを含む被告従業員

の尿中代謝物において本件薬品が含有され

ている有機溶剤が高濃度で検出されており、

このことを Y 社も認識していたことを踏ま

え、Y 社は、本件薬品の経皮的曝露により

健康障害が生じ得ることを認識し得たと判

断した。 

 また、Y 社には、「安全配慮義務の具体

的内容として、従業員が本件薬品に経皮的

に曝露しないよう、不浸透性作業服等の着

用や、身体に本件薬品が付着した場合の措

置についての周知を徹底し、これを従業員

に遵守させるべき義務があった」が、福井

工場においては、夏場などに従業員が半袖

Ｔシャツで作業することがあったこと、本

件薬品が作業服ないし身体に付着すること

があったことや、その場合でも直ちに着替
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えたり、洗い流すという運用が徹底されて

いなかったこと、これらのことを Y 社にお

いて認識していた、あるいはし得たこと、

また、本件薬品が付着した場合の対応につ

いては注意喚起はなされていたものの、業

務繁忙時などに徹底されていなかったこと

から、結果回避義務違反は免れないと判断

した。 

＜同判決から導かれる示唆＞ 

 同判決は、特別規則の規制対象となって

いないだけでなく、「化学物質による健康

障害を防止するための指針一覧」の対象と

なっていないオルト-トルイジンによる膀

胱がんの発症について、SDS の記載内容を

手がかりとして、使用者の予見可能性を認

め、最終的には損害賠償責任を認めた点に

特徴がある。「化学物質による健康障害を

防止するための指針」は職業がんのおそれ

のある物質をいち早く把握し、これに対す

る適切な管理を促す機能を果たすものとい

えるが、このことは、指針対象外物質の発

がん性を否定するものではないし、予見可

能性の範囲を限定するものではないことが

うかがわれる。事業者としては、本条に基

づく指針だけでなく、SDS 等を通じて適切

な情報収集を行い、その内容を踏まえて、

必要なばく露防止対策等をとる必要がある

といえる。 

 

1．5．4 損害賠償請求事件・神戸地判平

成 31・4・16D1Law28272317 

＜事案の概要＞ 

 本件は、本件建物の周辺に居住していた

Xらが、Y1社が石綿（アスベスト）の事前

調査を怠り、飛散対策を講じないまま本件

建物の解体工事を行い、相当量の石綿をそ

の周辺に飛散させた結果、これにばく露し

た原告らの平穏生活権又は健康を侵害した

として損害賠償（慰謝料）を請求した事案

である。また、Xらは、Y1社に解体作業を

発注した Y2社対しても、事前調査を実施

することのできる事業者に本件解体工事を

発注するという注意義務等に違反したとし

て、損害賠償を請求している。 

 なお、石綿則第 3条第 1項においては、

建築物の解体を行う場合において、事前に

当該建築物について石綿等の使用の有無を

調査しなければならない旨規定している。

また、厚生労働省は、平成 24年 5月 9日

付けの「建築物等の解体等の作業での労働

者の石綿ばく露防止に関する技術上の指

針」は、石綿規則３条１項に規定する事前

調査は、①石綿に関し一定の知見を有し、

的確な判断ができる者が行うこと、②建築

物等では、部位又は使用目的により、一様

な建材等が使われていない可能性があるた

め、建築物に使用されている建材等の使用

箇所、種類等を網羅的に把握できるよう行

うことなどと定めていること、また、厚生

労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策

課長が、社団法人日本建設業連合会等の団

体に宛てた「建築物等の解体等の作業にお

ける石綿ばく露防止対策の徹底について」

と題する通知（平成 24 年 10 月 25 日）は、

図面等が存在する場合には図面等を必ず確

認するとともに、目視であっても外部から

見えない部分等にも石綿が吹き付けられて

いる場合があることに留意すること、同じ

く「建築物等の解体等の作業における石綿

ばく露防止対策の徹底について」と題する

通知（平成 25年 1月 7日）は、調査範囲

を安易に絞り込むことなく、網羅的かつ下
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地等目視では確認できない部分まで確実に

調査を行うことを定めている。 

＜判旨＞  

Ⅰ Y1社の責任 

同判決は石綿則第 3条や上記指針及び通

知を参照しつつ「石綿の使用の有無に関す

る調査は、設計図書等の資料を確認すると

ともに、現地を網羅的に目視し、これらに

より判断がつかない場合には専門家による

分析を行う必要がある」ところ、本件建物

が大規模で設計図も多量であったこと、し

かるに Y1社の従業員は 4名であったこと

から、解体工事の請負契約を締結した 6月

上旬から、工事に着手した 7月末頃までの

間で「上記のような調査を完了したとはに

わかには認め難い」とする。さらに、Y1

社が環境保護条例に基づく届け出に際して

提出した調査票が、事前調査を行わずに当

初解体工事を請け負った A社の提出した調

査票とほぼ同一内容であったことから、

「本件解体工事を開始した平成２５年７月

末頃の時点において、本件建物に係る石綿

の使用の有無に関する調査を完了していた

と認めることはできない」と結論づける。 

その上で、こうした調査を通じて石綿含

有建材が残っていないことの確認を怠った

結果、本件建物に存在していた石綿含有建

材を見落とし、一部を除き、大気汚染防止

法上義務付けられる作業基準を遵守するこ

となく本件解体工事を施工したことにより、

本件土地の周辺に一定量の石綿を飛散させ

たことについて注意義務違反を認める。 

ただし、結論においては、本件解体工事

により飛散した石綿のうち本件土地の周辺

地域にまで到達したものの量は、客観的に

みたときに、人体の健康に有意な影響を及

ぼすものであったとはいえないことなどを

考慮し、平穏生活権の侵害や健康を損なう

ことがない利益の侵害は認められないとし

て、請求は棄却されている。 

Ⅱ Y2社の責任 

 Y2 社の注文に際しての過失については、

建物の解体に係る請負契約を締結するに当

たっては、解体業者において、当該建物に

石綿含有建材が使用されているか否かの調

査を行うことが、当然の前提とされていた

ものと考えられること、Y1社は解体工業

等を目的とし、建設業法に基づき特定建設

業の許可を受けていたこと等から、Y1社

が石綿に係る調査を行う十分な能力を欠い

ていると認識することは、著しく困難であ

ったといわざるを得ないことから、Y2社

の注意義務違反については否定されている。 

＜同判決から導かれる示唆＞ 

 同判決は、建築物等の解体に伴う粉じん

の排出等を規制し、大気の汚染に関し、国

民の健康を保護するとともに生活環境を保

全することなどを目的とする大気汚染防止

法 18条の 17（現 18条の 20）において、

特定粉じん排出等作業について、作業基準

を遵守しなければならない旨規定されてい

る点に言及し、作業基準を遵守することな

く本件解体工事を施工したことにより、本

件土地の周辺に一定量の石綿を飛散させた

ことについて Y1 社の注意義務違反を導く。

もっとも、作業基準を遵守することなく工

事を施工した原因は、事前調査において石

綿含有建材が残っていないことの確認を怠

り、本件建物に存在していた石綿含有建材

を見落としたことにあるとも認定されてお

り、確認を怠ったか否かの判断に際しては、

上記指針や通達において、現地を網羅的に
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地等目視では確認できない部分まで確実に

調査を行うことを定めている。 

＜判旨＞  

Ⅰ Y1社の責任 

同判決は石綿則第 3条や上記指針及び通

知を参照しつつ「石綿の使用の有無に関す

る調査は、設計図書等の資料を確認すると

ともに、現地を網羅的に目視し、これらに

より判断がつかない場合には専門家による

分析を行う必要がある」ところ、本件建物

が大規模で設計図も多量であったこと、し

かるに Y1社の従業員は 4名であったこと

から、解体工事の請負契約を締結した 6月

上旬から、工事に着手した 7月末頃までの

間で「上記のような調査を完了したとはに

わかには認め難い」とする。さらに、Y1

社が環境保護条例に基づく届け出に際して

提出した調査票が、事前調査を行わずに当

初解体工事を請け負った A社の提出した調

査票とほぼ同一内容であったことから、

「本件解体工事を開始した平成２５年７月

末頃の時点において、本件建物に係る石綿

の使用の有無に関する調査を完了していた

と認めることはできない」と結論づける。 

その上で、こうした調査を通じて石綿含

有建材が残っていないことの確認を怠った

結果、本件建物に存在していた石綿含有建

材を見落とし、一部を除き、大気汚染防止

法上義務付けられる作業基準を遵守するこ

となく本件解体工事を施工したことにより、

本件土地の周辺に一定量の石綿を飛散させ

たことについて注意義務違反を認める。 

ただし、結論においては、本件解体工事

により飛散した石綿のうち本件土地の周辺

地域にまで到達したものの量は、客観的に

みたときに、人体の健康に有意な影響を及

ぼすものであったとはいえないことなどを

考慮し、平穏生活権の侵害や健康を損なう

ことがない利益の侵害は認められないとし

て、請求は棄却されている。 

Ⅱ Y2社の責任 

 Y2 社の注文に際しての過失については、

建物の解体に係る請負契約を締結するに当

たっては、解体業者において、当該建物に

石綿含有建材が使用されているか否かの調

査を行うことが、当然の前提とされていた

ものと考えられること、Y1社は解体工業

等を目的とし、建設業法に基づき特定建設

業の許可を受けていたこと等から、Y1社

が石綿に係る調査を行う十分な能力を欠い

ていると認識することは、著しく困難であ

ったといわざるを得ないことから、Y2社

の注意義務違反については否定されている。 

＜同判決から導かれる示唆＞ 

 同判決は、建築物等の解体に伴う粉じん

の排出等を規制し、大気の汚染に関し、国

民の健康を保護するとともに生活環境を保

全することなどを目的とする大気汚染防止

法 18条の 17（現 18 条の 20）において、

特定粉じん排出等作業について、作業基準

を遵守しなければならない旨規定されてい

る点に言及し、作業基準を遵守することな

く本件解体工事を施工したことにより、本

件土地の周辺に一定量の石綿を飛散させた

ことについて Y1 社の注意義務違反を導く。

もっとも、作業基準を遵守することなく工

事を施工した原因は、事前調査において石

綿含有建材が残っていないことの確認を怠

り、本件建物に存在していた石綿含有建材

を見落としたことにあるとも認定されてお

り、確認を怠ったか否かの判断に際しては、

上記指針や通達において、現地を網羅的に
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目視し、判断がつかない場合にも調査を行

うべきとされていることも踏まえられてい

る。同判決は周辺住民が提起したもので労

働事件ではないが、本条に基づく技術上の

指針の内容が事業者の注意義務違反を認定

するにあたり参酌されているようにも読め

る。 

 Y2社の注意義務違反に係る判断部分に

おいては、Y1社の調査能力を認識してい

たか否かが問題となっており、この点、上

記指針において、石綿に関し一定の知見を

有し、的確な判断ができる者が調査を行う

ことが求められていることを踏まえた判断

と読む余地もある。ただし、結論において

義務違反が否定されている他、Xらの主張

に応答したにすぎない可能性も否定しきれ

ないため、この点に関して、指針が参酌さ

れているか否かは必ずしも明らかではない。 

 

2．1 条文 

(事業者の行うべき調査等) 

第二十八条の二 事業者は、厚生労働省令

で定めるところにより、建設物、設備、原

材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は

作業行動その他業務に起因する危険性又は

有害性等(第五十七条第一項の政令で定め

る物及び第五十七条の二第一項に規定する

通知対象物による危険性又は有害性等を除

く。)を調査し、その結果に基づいて、こ

の法律又はこれに基づく命令の規定による

措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康

障害を防止するため必要な措置を講ずるよ

うに努めなければならない。ただし、当該

調査のうち、化学物質、化学物質を含有す

る製剤その他の物で労働者の危険又は健康

障害を生ずるおそれのあるものに係るもの

以外のものについては、製造業その他厚生

労働省令で定める業種に属する事業者に限

る。 

２ 厚生労働大臣は、前条第一項及び第三

項に定めるもののほか、前項の措置に関し

て、その適切かつ有効な実施を図るため必

要な指針を公表するものとする。 

３ 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、

事業者又はその団体に対し、必要な指導、

援助等を行うことができる。 

 

2．2 趣旨及び内容 

2．2．1 趣旨 

爆発・火災等の重大災害発生の要因の一

つとして、事業場内における設備や作業の

危険性・有害性の調査とそれに基づく対策

の不十分さがあること、また、生産工程の

多様化、複雑化が進展するとともに、新た

な機械設備・化学物質が導入されており、

事業場内の危険・有害要因が多様化し、そ

の把握が困難になっている状況の下、事業

者は労働安全衛生法令の危害防止基準を遵

守するだけでなく、自主的に安全衛生水準

の向上させるための取組が求められている

といえる 28。こうしたなかで、本条は、事

業者に危険性又は有害性等の調査とその結

果に基づく措置（リスクアセスメント等）

を実施する努力義務を課したものである

（平成 18・2・24 基発第 0224003 号）。す

なわち、事業者は、自ら建設物、設備や作

業等の危険性又は有害性（ハザード、危険

源、危険有害要因）を特定し、それによる

発生のおそれのある災害（健康障害を含

む）の「リスク」を見積もり、これに基づ

いてリスクの除去又は低減措置を検討・実

施することが求められる。なお、化学物質
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等のうち一定の物質に係るリスクアセスメ

ントについては、安衛法第 57 条の 3 に基

づき、その実施が義務付けられているため、

本条の対象からは外れることになる。 

また、事業場における安全衛生水準の向

上を図ることを目的とする労働安全衛生マ

ネジメントシステムでは、本条に基づく指

針に従って、危険性又は有害性の調査を行

い、その結果に基づいて、労働者の危険又

は健康障害を防止するために、事業者が目

標の設定、計画の作成、実施、評価及び改

善の一連の過程（PDCA）を定めて行うこと

が予定されている。その意味で、リスクア

セスメントの実施は、労働安全衛生マネジ

メントの中核をなすものといえる。 

本条は事業者に努力義務を課す規定であ

り、違反に対する罰則の適用はない。また、

違反により私法上の請求権を発生させるも

のではないが、本条で求められるリスクア

セスメントを怠った結果、災害ないし健康

障害が発生した場合には、安全配慮義務違

反（注意義務違反）を理由とする損害賠償

請求が認められうる。 

 

2．2．2 内容 

2．2．2．1 概要 

リスクアセスメント等が各事業場におい

て適切、かつ、有効に実施されるよう、そ

の基本的な考え方及び実施事項については、

本条第 2 項に基づき「危険性又は有害性等

の調査等に関する指針（以下、RA 指針）」

（平成 18 年危険性又は有害性等の調査に

関する指針公示第 1 号）として制定されい

る（平成 18・3・10 基発第 0310001 号）。

この指針は、「労働安全衛生マネジメント

システムに関する指針」(平成 11 年労働省

告示第 53 号、最終改正：令和元年厚生労

働省告示第 54 号)に定める危険性又は有害

性等の調査及び実施事項の特定の具体的実

施事項としても位置付けられるものである。 

また、特定の特定の危険性又は有害性に

関するリスクアセスメントについてより詳

細に定めるものとして、「化学物質等によ

る危険性又は有害性等の調査等に関する指

針（以下、化学物質 RA 指針）」（危険性又

は有害性等の調査に関する指針公示第 3

号）及び「機械の包括的な安全基準に関す

る指針」（平成 19・7・31 基発第 0731001

号）がある。いずれにおいても、①危険性

又は有害性の特定、②リスクの見積もり、

③見積もりに基づくリスク低減措置の検討

（以上がリスクアセスメント）、④リスク

低減措置の実施というプロセスを経る点は

同様である。以下は、各指針に基づく記載

である。 

  

2．2．2．2 労働者の就業に係る危険性又

は有害性等の調査 

2．2．2．2．1 実施主体・対象 

化学物質等のリスクアセスメントについ

ては、全業種の事業者がその対象となるが

（本条第 1 項但書）、それ以外のリスクア

セスメントを実施する対象事業者の業種は

限定されており、製造業（物の加工業を含

む）の他、林業、鉱業、建設業、運送業、

清掃業、電気業、ガス業、熱供給業、水道

業、通信業、各種商品卸売業、家具・建

具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、

家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、

旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機

械修理業である（本条第 1 項但書、安衛則

第 24 条の 11 第 2 項、安衛法施行令 2 条第
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等のうち一定の物質に係るリスクアセスメ

ントについては、安衛法第 57 条の 3 に基

づき、その実施が義務付けられているため、

本条の対象からは外れることになる。 

また、事業場における安全衛生水準の向

上を図ることを目的とする労働安全衛生マ

ネジメントシステムでは、本条に基づく指

針に従って、危険性又は有害性の調査を行

い、その結果に基づいて、労働者の危険又

は健康障害を防止するために、事業者が目

標の設定、計画の作成、実施、評価及び改

善の一連の過程（PDCA）を定めて行うこと

が予定されている。その意味で、リスクア

セスメントの実施は、労働安全衛生マネジ

メントの中核をなすものといえる。 

本条は事業者に努力義務を課す規定であ

り、違反に対する罰則の適用はない。また、

違反により私法上の請求権を発生させるも

のではないが、本条で求められるリスクア

セスメントを怠った結果、災害ないし健康

障害が発生した場合には、安全配慮義務違

反（注意義務違反）を理由とする損害賠償

請求が認められうる。 

 

2．2．2 内容 

2．2．2．1 概要 

リスクアセスメント等が各事業場におい

て適切、かつ、有効に実施されるよう、そ

の基本的な考え方及び実施事項については、

本条第 2 項に基づき「危険性又は有害性等

の調査等に関する指針（以下、RA 指針）」

（平成 18 年危険性又は有害性等の調査に

関する指針公示第 1 号）として制定されい

る（平成 18・3・10 基発第 0310001 号）。

この指針は、「労働安全衛生マネジメント

システムに関する指針」(平成 11 年労働省

告示第 53 号、最終改正：令和元年厚生労

働省告示第 54 号)に定める危険性又は有害

性等の調査及び実施事項の特定の具体的実

施事項としても位置付けられるものである。 

また、特定の特定の危険性又は有害性に

関するリスクアセスメントについてより詳

細に定めるものとして、「化学物質等によ

る危険性又は有害性等の調査等に関する指

針（以下、化学物質 RA 指針）」（危険性又

は有害性等の調査に関する指針公示第 3

号）及び「機械の包括的な安全基準に関す

る指針」（平成 19・7・31 基発第 0731001

号）がある。いずれにおいても、①危険性

又は有害性の特定、②リスクの見積もり、

③見積もりに基づくリスク低減措置の検討

（以上がリスクアセスメント）、④リスク

低減措置の実施というプロセスを経る点は

同様である。以下は、各指針に基づく記載

である。 

  

2．2．2．2 労働者の就業に係る危険性又

は有害性等の調査 

2．2．2．2．1 実施主体・対象 

化学物質等のリスクアセスメントについ

ては、全業種の事業者がその対象となるが

（本条第 1 項但書）、それ以外のリスクア

セスメントを実施する対象事業者の業種は

限定されており、製造業（物の加工業を含

む）の他、林業、鉱業、建設業、運送業、

清掃業、電気業、ガス業、熱供給業、水道

業、通信業、各種商品卸売業、家具・建

具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、

家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、

旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機

械修理業である（本条第 1 項但書、安衛則

第 24 条の 11 第 2 項、安衛法施行令 2 条第
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1 号、同第 2 号）。リスクアセスメントの

対象となるのは、建設物、設備、原材料、

ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行

動その他業務に起因する危険性又は有害性

であって、労働者の就業に係る全てのもの

である（RA指針 2）。 

2．2．2．2．2 実施体制 

 事業者は、リスクアセスメントを実施す

るに際し、①総括安全衛生管理者等、事業

の実施を統括管理する者（事業場トップ）

に調査等の実施を統括管理させること（安

衛法第 10 条第 1 項、安衛則第 3 条の 2 第

2 号）、②事業場の安全管理者、衛生管理

者等に調査等の実施を管理させること（安

衛法第 11 条第 1 項、第 12 条第 1 項）、③

安全衛生委員会等（安全衛生委員会、安全

委員会又は衛生委員会をいう。）の活用等

（安衛則第 21 条第 2 号、同第 22 条第 2

号）を通じ、労働者を参画させることが求

められる。また、④調査等の実施に当たっ

ては、作業内容を詳しく把握している職長

等に危険性又は有害性の特定、リスクの見

積り、リスク低減措置の検討を行わせるよ

うに努めること、⑤機械設備等に係る調査

等の実施に当たっては、当該機械設備等に

専門的な知識を有する者を参画させるよう

に努めることとされる。また、事業者は上

記①乃至⑤の者に対し、リスクアセスメン

トを実施するために必要な教育を実施する

ことが求められる（RA 指針 4）。以上のよ

うに、リスクアセスメントは、トップによ

る管理の下、現場を知る労働者及び専門知

識を有する者の参画を得て実施することが

求められているといえる。 

2．2．2．2．3 実施時期 

 リスクアセスメントは、①建設物を設置

し、移転し、変更し、又は解体するとき、

②設備、原材料等を新規に採用し、又は変

更するとき、③作業方法又は作業手順を新

規に採用し、又は変更するとき、④上記①

乃至③のほか、建設物、設備、原材料、ガ

ス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動

その他業務に起因する危険性又は有害性等

について変化が生じ、又は生ずるおそれが

あるときに実施することが求められる（安

衛則 24 条の 11 第 1 項）。④の具体例とし

て、RA 指針 5（1）では、（ア）労働災害が

発生した場合であって、過去の調査等の内

容に問題がある場合、（イ）前回の調査等

から一定の期間が経過し、機械設備等の経

年による劣化、労働者の入れ替わり等に伴

う労働者の安全衛生に係る知識経験の変化、

新たな安全衛生に係る知見の集積等があっ

た場合が挙げられている。ここでいう「一

定の期間」については、事業者が設備や作

業等の状況を踏まえ決定し、それに基づき

計画的に調査等を実 

施することが求められる。また、「新たな

安全衛生に係る知見」には、例えば、社外

における類似作業で発生した災害や、化学

物質に係る新たな危険有害情報など、従前

は想定していなかったリスクを明らかにす

る情報が含まれる（平成 18・3・10 基発第

0310001 号）。 

なお、事業者は上記①乃至③に掲げる作

業を開始する前にリスク低減措置を実施す

ることが必要であり、また、上記①乃至③

に係る計画を策定するときにおいても調査

等を実施することが望ましいとされている

（RA指針 5（2）（3））。 

2．2．2．2．4 危険性・有害性の特定等 

 事業者は、リスクアセスメントの実施に
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先立ち、①実施対象の選定、②必要な情報

の入手、③危険性・有害性の特定等を行う。

このプロセスは、発生しうる災害（＝防止

しようとする災害）を予見する段階という

ことができる 29。 

まず、リスクアセスメント等の実施対象

の選定を行う。対象となるのは、過去に労

働災害が発生した作業、危険な事象が発生

した作業等、労働者の就業に係る危険性又

は有害性による負傷又は疾病の発生が合理

的に予見可能（reasonably foreseeable）

であるものである。ただし、平坦な通路に

おける歩行等、明らかに軽微な負傷又は疾

病しかもたらさないと予想されるものにつ

いては、調査等の対象から除外して差し支

えないとされる（RA 指針 6）。ここでいう

「危険な事象が発生した作業等」の「等」

には、労働災害を伴わなかった危険な事象

（ヒヤリハット事例）のあった作業、労働

者が日常不安を感じている作業、過去に事

故のあった設備等を使用する作業、又は操

作が複雑な機械設備等の操作が含まれる

（平成 18・3・10基発第 0310001 号）。 

次に、事業者は次に掲げる資料等を入手

し活用する。その際、現場の実態を踏まえ、

非定常作業に係る資料等も含めることが求

められる（RA 指針 7（1）、平成 18・3・10

基発第 0310001号）。 

ア 作業標準、作業手順書等（操作説明

書、マニュアル） 

イ 仕様書、取扱説明書、安全データシー

ト等、使用する機械設備、材料等に係る危

険性又は有害性に関する情報 

ウ 機械設備等のレイアウト等、作業の周

辺の環境（土質、勾配等）に関する情報 

エ 作業環境測定結果等（特殊健康診断結

果、生物学的モニタリング結果） 

オ 混在作業による危険性等、複数の事業

者が同一の場所で作業を実施する状況に関

する情報（上下同時作業の実施予定、車両

乗り入れ予定） 

カ 災害事例、災害統計等（事業場内の災

害事例、災害の統計・発生傾向分析、ヒヤ

リハット、トラブルの記録、労働者が日常

不安を感じている作業等の情報） 

キ その他、調査等の実施に当たり参考と

なる資料等（作業を行うために必要な資

格・教育の要件、セーフティ・アセスメン

ト指針に基づく調査等の結果、危険予知活

動（KYT）の実施結果、職場巡視の実施結

果） 

なお、①新たな機械設備等を外部から導

入しようとする場合には、当該機械設備等

のメーカーに対し、当該設備等の設計・製

造段階において調査等を実施することを求

め、その結果を入手することが、②機械設

備等の使用又は改造等を行おうとする場合

に、自らが当該機械設備等の管理権原を有

しないときは、管理権原を有する者等が実

施した当該機械設備等に対する調査等の結

果を入手することが、③複数の事業者が同

一の場所あるいは危険な場所で作業する場

合には、元方事業者が実施した調査等の結

果を入手することが求められる。すなわち、

事業者は既に保有している情報だけでなく、

製造業者や元方事業者等の情報の保有者

（保有すべき者）から情報を収集すること

も求められているといえる（RA 指針 7

（2））。 

 以上のプロセスを経て、事業者は、作業

標準等に基づき、危険性又は有害性を特定

するために必要な単位で作業を洗い出した
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先立ち、①実施対象の選定、②必要な情報

の入手、③危険性・有害性の特定等を行う。

このプロセスは、発生しうる災害（＝防止

しようとする災害）を予見する段階という

ことができる 29。 

まず、リスクアセスメント等の実施対象

の選定を行う。対象となるのは、過去に労

働災害が発生した作業、危険な事象が発生

した作業等、労働者の就業に係る危険性又

は有害性による負傷又は疾病の発生が合理

的に予見可能（reasonably foreseeable）

であるものである。ただし、平坦な通路に

おける歩行等、明らかに軽微な負傷又は疾

病しかもたらさないと予想されるものにつ

いては、調査等の対象から除外して差し支

えないとされる（RA 指針 6）。ここでいう

「危険な事象が発生した作業等」の「等」

には、労働災害を伴わなかった危険な事象

（ヒヤリハット事例）のあった作業、労働

者が日常不安を感じている作業、過去に事

故のあった設備等を使用する作業、又は操

作が複雑な機械設備等の操作が含まれる

（平成 18・3・10基発第 0310001 号）。 

次に、事業者は次に掲げる資料等を入手

し活用する。その際、現場の実態を踏まえ、

非定常作業に係る資料等も含めることが求

められる（RA 指針 7（1）、平成 18・3・10

基発第 0310001号）。 

ア 作業標準、作業手順書等（操作説明

書、マニュアル） 

イ 仕様書、取扱説明書、安全データシー

ト等、使用する機械設備、材料等に係る危

険性又は有害性に関する情報 

ウ 機械設備等のレイアウト等、作業の周

辺の環境（土質、勾配等）に関する情報 

エ 作業環境測定結果等（特殊健康診断結

果、生物学的モニタリング結果） 

オ 混在作業による危険性等、複数の事業

者が同一の場所で作業を実施する状況に関

する情報（上下同時作業の実施予定、車両

乗り入れ予定） 

カ 災害事例、災害統計等（事業場内の災

害事例、災害の統計・発生傾向分析、ヒヤ

リハット、トラブルの記録、労働者が日常

不安を感じている作業等の情報） 

キ その他、調査等の実施に当たり参考と

なる資料等（作業を行うために必要な資

格・教育の要件、セーフティ・アセスメン

ト指針に基づく調査等の結果、危険予知活

動（KYT）の実施結果、職場巡視の実施結

果） 

なお、①新たな機械設備等を外部から導

入しようとする場合には、当該機械設備等

のメーカーに対し、当該設備等の設計・製

造段階において調査等を実施することを求

め、その結果を入手することが、②機械設

備等の使用又は改造等を行おうとする場合

に、自らが当該機械設備等の管理権原を有

しないときは、管理権原を有する者等が実

施した当該機械設備等に対する調査等の結

果を入手することが、③複数の事業者が同

一の場所あるいは危険な場所で作業する場

合には、元方事業者が実施した調査等の結

果を入手することが求められる。すなわち、

事業者は既に保有している情報だけでなく、

製造業者や元方事業者等の情報の保有者

（保有すべき者）から情報を収集すること

も求められているといえる（RA 指針 7

（2））。 

 以上のプロセスを経て、事業者は、作業

標準等に基づき、危険性又は有害性を特定

するために必要な単位で作業を洗い出した
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上で、各事業場における機械設備、作業等

に応じてあらかじめ定めた危険性又は有害

性の分類に則して、各作業における危険性

又は有害性を特定するものとする（RA 指

針 8（1））。これは、危険性又は有害性の

特定のための作業の洗い出しが理論的には

膨大な量になる可能性があるため、危険性

又は有害性を特定するのに必要な単位で実

施すれば足りることを明示する必要から定

められたものである 30。危険性又は有害性

の分類は下記の例がある。 

１ 危険性  

(1) 機械等による危険性  

(2) 爆発性の物、発火性の物、引火性の

物、腐食性の物等による危険性  

「引火性の物」には、可燃性のガス、粉じ

ん等が含まれ、「等」には、酸化性の物、

硫酸等が含まれること。  

(3) 電気、熱その他のエネルギーによる危

険性  

「その他のエネルギー」には、アーク等の

光のエネルギー等が含まれること。  

(4) 作業方法から生ずる危険性  

「作業」には、掘削の業務における作業、

採石の業務における作業、荷役の業務にお

ける作業、伐木の業務における作業、鉄骨

の組立ての作業等が含まれること。  

(5) 作業場所に係る危険性  

「場所」には、墜落するおそれのある場

所、土砂等が崩壊するおそれのある場所、

足を滑らすおそれのある場所、つまずくお

それのある場所、採光や照明の影響による

危険性のある場所、物体の落下するおそれ

のある場所等が含まれること。  

(6) 作業行動等から生ずる危険性  

(7) その他の危険性  

 「その他の危険性」には、他人の暴力、

もらい事故による交通事故等の労働者以外

の者の影響による危険性が含まれること。  

２ 有害性  

(1) 原材料、ガス、蒸気、粉じん等による

有害性  

「等」には、酸素欠乏空気、病原体、排

気、排液、残さい物が含まれること。  

(2) 放射線、高温、低温、超音波、騒音、

振動、異常気圧等による有害性  

「等」には、赤外線、紫外線、レーザー光

等の有害光線が含まれること。  

(3) 作業行動等から生ずる有害性  

「作業行動等」には、計器監視、精密工

作、重量物取扱い等の重筋作業、作業姿

勢、作業態様によって発生する腰痛、頸肩

腕症候群等が含まれること。 

(4) その他の有害性 

また、労働者の疲労等（単調作業の連続

による集中力の欠如や、深夜労働による居

眠り等を含む）により負傷又は疾病が発生

する可能性やその重篤度が高まるため、危

険性又は有害性の特定に際しては、労働者

の疲労等がもたらす付加的影響を考慮する

ものとする（RA 指針 8（2）、平成 18・3・

10 基発第 0310001 号）。なお、ここで、RA

指針には明記されていないが、特に危険性

による災害や有害性のうち急性毒性に関わ

るリスクアセスメントにおいては、どのよ

うな災害が発生するおそれがあるかを予見

するシナリオ抽出が必要となることが指摘

されている 31。 

2．2．2．2．5 リスクの見積もり 

事業者は、リスク低減の優先度を決定す

るため、①危険性又は有害性により発生す

るおそれのある「負傷又は疾病の重篤度」
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及び②それらの「発生の可能性の度合」を

それぞれ考慮して、リスクを見積もるもの

とされる。ただし、化学物質等による疾病

については、化学物質等の有害性の度合及

びばく露の量をそれぞれ考慮して見積もる

ことができる。 

「負傷又は疾病の重篤度」は、負傷や疾

病等の種類にかかわらず、共通の尺度を使

うことが望ましいことから、基本的に、負

傷又は疾病による休業日数等（死亡又は障

害等級）を尺度として使用することが求め

られているのに対し、「発生する可能性の

度合」は、①危険性へのばく露の頻度、②

危険事象の発生確率、③危険回避の可能性、

④化学物質へのばく露量、ばく露時間等、

様々な要素を含む概念であるため、統一的

な尺度化にはなじまないため規定されてい

ない 32。行政通達（平成 18・3・10 基発第

0310001 号）は、「負傷又は疾病の重篤

度」や「発生する可能性の度合」の区分例

及びリスクを見積もる際の具体的な方法の

例を示している（図表 2-1）。 

ア 負傷又は疾病の重篤度とそれらが発生

する可能性の度合を相対的に尺度化し、そ

れらを縦軸と横軸とし、あらかじめ重篤度

及び可能性の度合に応じてリスクが割り付

けられた表を使用してリスクを見積もる方

法（マトリクスを用いた方法） 

イ 負傷又は疾病の発生する可能性とその

重篤度を一定の尺度によりそれぞれ数値化

し、それらを加算又は乗算等してリスクを

見積もる方法（数値化による方法） 

ウ 負傷又は疾病の重篤度及びそれらが発

生する可能性等を段階的に分岐していくこ

とによりリスクを見積もる方法（枝分かれ

図を用いた方法） 

事業者は、リスクの見積りに当たり、①

予想される負傷又は疾病の対象者及び内容

を明確に予測すること、②過去に実際に発

生した負傷又は疾病の重篤度ではなく、最

悪の状況を想定した最も重篤な負傷又は疾

病の重篤度を見積もることに留意するもの

とされる（RA 指針 9（2））。その際、極力、

どのような負傷や疾病がどの作業者に発生

するのかを具体的に予測した上で、その重

篤度を見積もること、また、直接作業を行

う者のみならず、作業の工程上その作業場

所の周辺にいる作業者等も検討の対象に含

むことが求められる（平成 18・3・10 基発

第 0310001 号）。また、③有害性が立証さ

れていない場合でも、一定の根拠がある場

合は、その根拠に基づき、有害性が存在す

ると仮定して見積もるよう努めることとさ

れる（RA指針 9（2））。 

 リスクの見積りは、事業場の機械設備、

作業等の特性に応じ、次に掲げる負傷又は

疾病の類型ごとに行われる（平成 18・3・

10基発第 0310001号）。 

ア はさまれ、墜落等の物理的な作用に

よるもの 

  (ｱ) 加害物の高さ、重さ、速度、電圧

等  

(ｲ) 危険性へのばく露の頻度等（危険

区域への接近の必要性、頻度、作業内容

等） 

(ｳ) 機械設備等で発生する事故、土砂

崩れ等の危険事象の発生確率  

(ｴ) 危険回避の可能性（加害物のスピ

ード、異常事態の認識しやすさ、労働者の

技量等） 

(ｵ) 環境要因（天候や路面状態等） 

 イ 爆発、火災等の化学物質の物理的効
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及び②それらの「発生の可能性の度合」を

それぞれ考慮して、リスクを見積もるもの

とされる。ただし、化学物質等による疾病

については、化学物質等の有害性の度合及

びばく露の量をそれぞれ考慮して見積もる

ことができる。 

「負傷又は疾病の重篤度」は、負傷や疾

病等の種類にかかわらず、共通の尺度を使

うことが望ましいことから、基本的に、負

傷又は疾病による休業日数等（死亡又は障

害等級）を尺度として使用することが求め

られているのに対し、「発生する可能性の

度合」は、①危険性へのばく露の頻度、②

危険事象の発生確率、③危険回避の可能性、

④化学物質へのばく露量、ばく露時間等、

様々な要素を含む概念であるため、統一的

な尺度化にはなじまないため規定されてい

ない 32。行政通達（平成 18・3・10 基発第

0310001 号）は、「負傷又は疾病の重篤

度」や「発生する可能性の度合」の区分例

及びリスクを見積もる際の具体的な方法の

例を示している（図表 2-1）。 

ア 負傷又は疾病の重篤度とそれらが発生

する可能性の度合を相対的に尺度化し、そ

れらを縦軸と横軸とし、あらかじめ重篤度

及び可能性の度合に応じてリスクが割り付

けられた表を使用してリスクを見積もる方

法（マトリクスを用いた方法） 

イ 負傷又は疾病の発生する可能性とその

重篤度を一定の尺度によりそれぞれ数値化

し、それらを加算又は乗算等してリスクを

見積もる方法（数値化による方法） 

ウ 負傷又は疾病の重篤度及びそれらが発

生する可能性等を段階的に分岐していくこ

とによりリスクを見積もる方法（枝分かれ

図を用いた方法） 

事業者は、リスクの見積りに当たり、①

予想される負傷又は疾病の対象者及び内容

を明確に予測すること、②過去に実際に発

生した負傷又は疾病の重篤度ではなく、最

悪の状況を想定した最も重篤な負傷又は疾

病の重篤度を見積もることに留意するもの

とされる（RA 指針 9（2））。その際、極力、

どのような負傷や疾病がどの作業者に発生

するのかを具体的に予測した上で、その重

篤度を見積もること、また、直接作業を行

う者のみならず、作業の工程上その作業場

所の周辺にいる作業者等も検討の対象に含

むことが求められる（平成 18・3・10 基発

第 0310001 号）。また、③有害性が立証さ

れていない場合でも、一定の根拠がある場

合は、その根拠に基づき、有害性が存在す

ると仮定して見積もるよう努めることとさ

れる（RA指針 9（2））。 

 リスクの見積りは、事業場の機械設備、

作業等の特性に応じ、次に掲げる負傷又は

疾病の類型ごとに行われる（平成 18・3・

10基発第 0310001号）。 

ア はさまれ、墜落等の物理的な作用に

よるもの 

  (ｱ) 加害物の高さ、重さ、速度、電圧

等  

(ｲ) 危険性へのばく露の頻度等（危険

区域への接近の必要性、頻度、作業内容

等） 

(ｳ) 機械設備等で発生する事故、土砂

崩れ等の危険事象の発生確率  

(ｴ) 危険回避の可能性（加害物のスピ

ード、異常事態の認識しやすさ、労働者の

技量等） 

(ｵ) 環境要因（天候や路面状態等） 

 イ 爆発、火災等の化学物質の物理的効
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果によるもの 

  (ｱ) 反応、分解、発火、爆発、火災等

の起こしやすさに関する化学物質の特性

（感度）  

(ｲ) 爆発を起こした場合のエネルギー

の発生挙動に関する化学物質の特性（威

力）  

(ｳ) タンク等に保管されている化学物

質の保管量等 

 ウ 中毒等の化学物質等の有害性による

もの 

  (ｱ) 有害物質等（化学物質、石綿等粉

じん含む）の取扱量、濃度、接触の頻度等   

(ｲ) 有害物質等への労働者のばく露量

及びばく露限度等との比較  

(ｳ) 侵入経路等 

 エ 振動障害等の物理因子の有害性によ

るもの 

  (ｱ) 物理因子の有害性等（電離放射線

の線源等、振動の振動加速度等、騒音

の騒音レベル等、紫外線等の有害光線

の波長等、気圧、水圧、高温、低温

等） 

(ｲ) 物理因子のばく露量及びばく露限

度等との比較 

また、リスクの見積もりにあたっては、

①安全装置の設置、立入禁止措置その他の

労働災害防止のための機能又は方策（安全

機能等）の信頼性及び維持能力（例えば、

安全装置等の機能の故障頻度・故障対策、

メンテナンス状況、使用者の訓練状況、立

入禁止措置等の管理的方策の周知状況、柵

等のメンテナンス状況）、②安全機能等を

無効化する又は無視する可能性（生産性の

低下等、無効化の動機となるものやスイッ

チの誤作動防止のための保護錠の有無等）、

③作業手順の逸脱、操作ミスその他の予見

可能な意図的・非意図的な誤使用又は危険

行動の可能性（作業手順の周知状況、監視

の有無、近道行動（最小抵抗経路行動）、

ボタンの配置、作業者の資格や教育等）を

考慮することが求められる（RA 指針 9（3）、

平成 18・3・10基発第 0310001号）。 

2．2．2．2．6 リスク低減措置 

 事業者は、法令に定められた事項がある

場合にはそれを必ず実施するとともに、以

下のア乃至エに掲げる優先順位でリスク低

減措置内容を検討の上、実施することが求

められる（RA 指針 10）。ここでは、本質安

全化を図ることができる場合にはその実施

がまず求められ、それが難しい場合や残存

リスクに対しては、設備や物に対する工学

的対策が、次いで、人の教育等に関わる管

理理的対策が求められる（図表 2-2）。そ

れでもなおリスクが残る場合には、保護具

を使用させることが求められる。行政通達

（平成 18・3・10 基発第 0310001 号）では、

保護具の使用により、それより優先する措

置の代替を図ってはならないことが確認さ

れている。 

ア 危険な作業の廃止・変更等、原材料の

代替、より安全な反応過程・施工方法への

変更等、設計や計画の段階から労働者の就

業に係る危険性又は有害性を除去又は低減

する措置 

イ ガード、インターロック、安全装置、

局所排気装置等の設置等の工学的対策 

ウ マニュアルの整備、立入禁止措置、ば

く露管理、警報の運用、二人組体制、教育

訓練、健康管理等の管理的対策 

エ 個人用保護具の使用 

 リスク低減に要する負担がリスク低減に
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よる労働災害防止効果と比較して大幅に大

きく、両者に著しい不均衡が発生する場合

であって、措置を講ずることを求めること

が著しく合理性を欠く場合には、より下位

の措置を実施することも可能となる。しか

し、それ以外の場合は、可能な限り高い優

先順位のリスク低減措置を実施する必要が

あるものとされる。このことは、より高い

優先順位のリスク低減措置を実施すること

により、「合理的に実現可能な程度に低い」

（ as low as reasonably practicable 

(ALARP)）レベルまで適切にリスクを低減

させるという考え方を規定するものである。

なお、リスク低減のための対策を決定する

際には、既存の行政指針、ガイドライン等

に定められている対策と同等以上とするこ

とが望ましいこと。また、高齢者、日本語

が通じない労働者、経験の浅い労働者等、

安全衛生対策上の弱者に対しても有効なレ

ベルまでリスクが低減されるべきものであ

るとされている（平成 18・3・10 基発第

0310001 号）。また、死亡、後遺障害又は

重篤な疾病をもたらすおそれのあるリスク

に対して、適切なリスク低減措置の実施に

時間を要する場合は、暫定的な措置を直ち

に講ずるものとされる（RA 指針 10（3））。 

2．2．2．2．7 結果の記録 

事業者は、リスクアセスメントを実施し

た場合、（1）洗い出した作業、（2）特定し

た危険性又は有害性、（3）見積もったリス

ク、（4）設定したリスク低減措置の優先度、

（5）実施したリスク低減措置の内容次に

掲げる事項を記録するものとする（RA 指

針 11）。 

 

2．2．2．3 化学物質等に係るリスクアセ

スメント 

2．2．2．3．1 実施主体・対象 

化学物質等のリスクアセスメントについ

ては、全業種の事業者がその対象となる

（本条第 1 項但書）。なお、化学物質等の

うち一定の物質に係るリスクアセスメント

については、安衛法第 57 条の 3 に基づき、

その実施が義務付けられているため、本条

の対象からは外れることになる。 

2．2．2．3．2 実施体制 

 事業者はリスクアセスメントを実施する

にあたり、①総括安全衛生管理者（選任さ

れていない場合には、事業の実施を統括管

理する者）にリスクアセスメント等の実施

を統括管理させること、②安全管理者又は

衛生管理者（選任されていない場合には、

職長その他の当該作業に従事する労働者を

直接指導、監督する者）にリスクアセスメ

ント等の実施を管理させることが求められ

る。③安全衛生委員会、安全委員会又は衛

生委員会等において、リスクアセスメント

等に関することを調査審議させるか、（安

全衛生委員会等が設置されていない場合に

は）対象業務に従事する労働者の意見を聴

取する場を設けるなどしてリスクアセスメ

ント等の実施を決定する段階において労働

者を参画させること、④必要に応じ、化学

物質等に係る危険性及び有害性や、化学物

質等に係る機械設備、化学設備、生産技術

等についての専門的知識を有する者を参画

させることが求められる。また、事業者は、

⑤化学物質等の適切な管理について必要な

能力を有する者のうちから化学物質等の管

理を担当する者(以下「化学物質管理者」

という。)を指名し、この者に、安全管理

者又は衛生管理者等の下でリスクアセスメ
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よる労働災害防止効果と比較して大幅に大

きく、両者に著しい不均衡が発生する場合

であって、措置を講ずることを求めること

が著しく合理性を欠く場合には、より下位

の措置を実施することも可能となる。しか

し、それ以外の場合は、可能な限り高い優

先順位のリスク低減措置を実施する必要が

あるものとされる。このことは、より高い

優先順位のリスク低減措置を実施すること

により、「合理的に実現可能な程度に低い」

（ as low as reasonably practicable 

(ALARP)）レベルまで適切にリスクを低減

させるという考え方を規定するものである。

なお、リスク低減のための対策を決定する

際には、既存の行政指針、ガイドライン等

に定められている対策と同等以上とするこ

とが望ましいこと。また、高齢者、日本語

が通じない労働者、経験の浅い労働者等、

安全衛生対策上の弱者に対しても有効なレ

ベルまでリスクが低減されるべきものであ

るとされている（平成 18・3・10 基発第

0310001 号）。また、死亡、後遺障害又は

重篤な疾病をもたらすおそれのあるリスク

に対して、適切なリスク低減措置の実施に

時間を要する場合は、暫定的な措置を直ち

に講ずるものとされる（RA指針 10（3））。 

2．2．2．2．7 結果の記録 

事業者は、リスクアセスメントを実施し

た場合、（1）洗い出した作業、（2）特定し

た危険性又は有害性、（3）見積もったリス

ク、（4）設定したリスク低減措置の優先度、

（5）実施したリスク低減措置の内容次に

掲げる事項を記録するものとする（RA 指

針 11）。 

 

2．2．2．3 化学物質等に係るリスクアセ

スメント 

2．2．2．3．1 実施主体・対象 

化学物質等のリスクアセスメントについ

ては、全業種の事業者がその対象となる

（本条第 1 項但書）。なお、化学物質等の

うち一定の物質に係るリスクアセスメント

については、安衛法第 57 条の 3 に基づき、

その実施が義務付けられているため、本条

の対象からは外れることになる。 

2．2．2．3．2 実施体制 

 事業者はリスクアセスメントを実施する

にあたり、①総括安全衛生管理者（選任さ

れていない場合には、事業の実施を統括管

理する者）にリスクアセスメント等の実施

を統括管理させること、②安全管理者又は

衛生管理者（選任されていない場合には、

職長その他の当該作業に従事する労働者を

直接指導、監督する者）にリスクアセスメ

ント等の実施を管理させることが求められ

る。③安全衛生委員会、安全委員会又は衛

生委員会等において、リスクアセスメント

等に関することを調査審議させるか、（安

全衛生委員会等が設置されていない場合に

は）対象業務に従事する労働者の意見を聴

取する場を設けるなどしてリスクアセスメ

ント等の実施を決定する段階において労働

者を参画させること、④必要に応じ、化学

物質等に係る危険性及び有害性や、化学物

質等に係る機械設備、化学設備、生産技術

等についての専門的知識を有する者を参画

させることが求められる。また、事業者は、

⑤化学物質等の適切な管理について必要な

能力を有する者のうちから化学物質等の管

理を担当する者(以下「化学物質管理者」

という。)を指名し、この者に、安全管理

者又は衛生管理者等の下でリスクアセスメ
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ント等に関する技術的業務を行わせること、

⑥より詳細なリスクアセスメント手法の導

入又はリスク低減措置の実施に当たっての、

技術的な助言を得るため、労働衛生コンサ

ルタント等の外部の専門家の活用を図るこ

とが望ましいとされる。また、事業者は、

リスクアセスメントの実施を管理する者、

技術的業務を行う者等(外部の専門家を除

く)に対し、必要な教育を実施するものと

する（化学物質 RA 指針 4）。すなわち、リ

スクアセスメントは、トップによる管理の

下、現場を知る労働者及び企業内外の専門

家の参画を得て実施することが求められて

いるといえる。 

2．2．2．3．3 実施時期 

 リスクアセスメントは、①化学物質等を

原材料として新規に採用し、又は変更する

とき、②化学物質等を製造し、又は取り扱

う業務に係る作業の方法又は手順を新規に

採用し、又は変更するとき、③上記①・②

のほか、化学物質等による危険性又は有害

性等について変化が生じ、又は生じるおそ

れがあるときに実施することが求められる

（安衛則第 34 条の 2 の 7 第 1 項）。化学物

質 RA 指針では、③の具体例として、例え

ば、国連勧告の化学品の分類及び表示に関

する世界調和システム (GHS)又は JIS 

Z7252 に基づき分類された化学物質等の危

険性又は有害性の区分が変更された場合、

日本産業衛生学会の許容濃度又は米国産業

衛生専門家会議(ACGIH)が勧告する TLV-

TWA（※1 日 8 時間、週 40 時間繰り返しば

く露されても、有害な影響を与えることは

ないと考えられる有害物質の平均濃度）等

により化学物質等のばく露限界が新規に設

定され、又は変更された場合や化学物質の

譲渡、提供者が SDS に記載された情報を更

新した場合などが挙げられている（平成

27・9・18 基発 0918 第 3 号）。なお、事業

者は上記①・②に掲げる作業を開始する前

にリスク低減措置を実施することが必要で

あり、また、上記①・②に係る計画を策定

するときにおいても調査等を実施すること

が望ましいとされている（化学物質 RA 指

針 5（3）（4））。 

また、化学物質 RA 指針 5（2）では、下

記の場合にも事業者はリスクアセスメント

を行うよう努めるものと規定する。 

ア 化学物質等に係る労働災害が発生した

場合であって、過去のリスクアセスメント

等の内容に問題がある場合 

イ 前回のリスクアセスメント等から一定

の期間が経過し、化学物質等に係る機械設

備等の経年による劣化、労働者の入れ替わ

り等に伴う労働者の安全衛生に係る知識経

験の変化、新たな安全衛生に係る知見の集

積等があった場合 

ウ 既に製造し、又は取り扱っていた物質

がリスクアセスメントの対象物質として新

たに追加された場合など、当該化学物質等

を製造し、又は取り扱う業務について過去

にリスクアセスメント等を実施したことが

ない場合 

2．2．2．3．4 危険性・有害性の特定等 

 事業者は、リスクアセスメントの実施に

先立ち、①実施対象の選定、②必要な情報

の入手、③危険性・有害性の特定等を行う。

このプロセスは、発生しうる災害（＝防止

しようとする災害）を予見する段階という

ことができる 33。 

まず、リスクアセスメント等の実施対象

の選定を行う。対象となるのは、「化学物

－ 753 －



分担研究報告書（石﨑 由希子） 

 

質等による危険性又は有害性等」である。

リスクアセスメント等は、対象の化学物質

等を製造し、又は取り扱う業務ごとに行う

ことが求められる。ただし、例えば、当該

業務に複数の作業工程がある場合に、当該

工程を 1 つの単位とする、当該業務のうち

同一場所において行われる複数の作業を 1

つの単位とするなど、事業場の実情に応じ

適切な単位で行うことは可能である。また、

元方事業者にあっては、その労働者及び関

係請負人の労働者が同一の場所で作業を行

うこと(混在作業)によって生ずる労働災害

を防止するため、当該混在作業についても、

リスクアセスメント等の対象とすることが

求められる（化学物質 RA指針 6）。 

次に、事業者は、①リスクアセスメント

等の対象となる化学物質等に係る危険性又

は有害性に関する情報(SDS 等)、②リスク

アセスメント等の対象となる作業を実施す

る状況に関する情報(作業標準、作業手順

書等、機械設備等に関する情報を含む)を

入手し活用するものとされる。その際、現

場の実態を踏まえ、非定常作業に係る資料

等も含めることが求められる（化学物質

RA 指針 7（1））。また、事業者は必要に応

じ、下記の資料等も入手するものとされる

（化学物質 RA指針 7（2）。 

ア 化学物質等に係る機械設備等のレイア

ウト等、作業の周辺の環境に関する情報 

イ 作業環境測定結果等 

ウ 災害事例、災害統計等 

エ その他、リスクアセスメント等の実施

に当たり参考となる資料等 

なお、①新たに化学物質等を外部から取

得等しようとする場合には、当該化学物質

等を譲渡し、又は提供する者から、当該化

学物質等に係る SDS を確実に入手すること

が、②化学物質等に係る新たな機械設備等

を外部から導入しようとする場合には、当

該機械設備等の製造者に対し、当該設備等

の設計・製造段階においてリスクアセスメ

ントを実施することを求め、その結果を入

手することが、③化学物質等に係る機械設

備等の使用又は改造等を行おうとする場合

に、自らが当該機械設備等の管理権原を有

しないときは、管理権原を有する者等が実

施した当該機械設備等に対する調査等の結

果を入手することが求められる（化学物質

RA 指針 7（3））。元方事業者は、複数の事

業者が同一の場所で作業する場合や化学物

質等による危険性又は有害性がある場所等

において複数事業者が作業を行う場合、自

ら実施したリスクアセスメント等の結果を

当該業務に係る関係請負人に提供すること

が求められる（RA指針 7（4））。 

 以上のプロセスを経て、事業者は、化学

物質等について、リスクアセスメント等の

対象となる業務を洗い出した上で、国際連

合から勧告として公表された「化学品の分

類及び表示に関する世界調和システム

(GHS)」又は日本産業規格 Z7252 に基づき

分類された化学物質等の危険性又は有害性

(当該 SDS に記載されている GHS 分類結果)

に則して、危険性又は有害性を特定するこ

とが求められる。もっとも、GHS 分類にお

いて危険性又は有害性が認められていない

からといって、危険性ないし有害性がない

ことを意味するものではない。そのため、

必要に応じて、上記以外の危険性又は有害

性についても特定が求められることとなる。

この場合、過去に化学物質等による労働災

害が発生した作業、化学物質等による危険
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質等による危険性又は有害性等」である。

リスクアセスメント等は、対象の化学物質

等を製造し、又は取り扱う業務ごとに行う

ことが求められる。ただし、例えば、当該

業務に複数の作業工程がある場合に、当該

工程を 1 つの単位とする、当該業務のうち

同一場所において行われる複数の作業を 1

つの単位とするなど、事業場の実情に応じ

適切な単位で行うことは可能である。また、

元方事業者にあっては、その労働者及び関

係請負人の労働者が同一の場所で作業を行

うこと(混在作業)によって生ずる労働災害

を防止するため、当該混在作業についても、

リスクアセスメント等の対象とすることが

求められる（化学物質 RA指針 6）。 

次に、事業者は、①リスクアセスメント

等の対象となる化学物質等に係る危険性又

は有害性に関する情報(SDS 等)、②リスク

アセスメント等の対象となる作業を実施す

る状況に関する情報(作業標準、作業手順

書等、機械設備等に関する情報を含む)を

入手し活用するものとされる。その際、現

場の実態を踏まえ、非定常作業に係る資料

等も含めることが求められる（化学物質

RA 指針 7（1））。また、事業者は必要に応

じ、下記の資料等も入手するものとされる

（化学物質 RA指針 7（2）。 

ア 化学物質等に係る機械設備等のレイア

ウト等、作業の周辺の環境に関する情報 

イ 作業環境測定結果等 

ウ 災害事例、災害統計等 

エ その他、リスクアセスメント等の実施

に当たり参考となる資料等 

なお、①新たに化学物質等を外部から取

得等しようとする場合には、当該化学物質

等を譲渡し、又は提供する者から、当該化

学物質等に係る SDS を確実に入手すること

が、②化学物質等に係る新たな機械設備等

を外部から導入しようとする場合には、当

該機械設備等の製造者に対し、当該設備等

の設計・製造段階においてリスクアセスメ

ントを実施することを求め、その結果を入

手することが、③化学物質等に係る機械設

備等の使用又は改造等を行おうとする場合

に、自らが当該機械設備等の管理権原を有

しないときは、管理権原を有する者等が実

施した当該機械設備等に対する調査等の結

果を入手することが求められる（化学物質

RA 指針 7（3））。元方事業者は、複数の事

業者が同一の場所で作業する場合や化学物

質等による危険性又は有害性がある場所等

において複数事業者が作業を行う場合、自

ら実施したリスクアセスメント等の結果を

当該業務に係る関係請負人に提供すること

が求められる（RA指針 7（4））。 

 以上のプロセスを経て、事業者は、化学

物質等について、リスクアセスメント等の

対象となる業務を洗い出した上で、国際連

合から勧告として公表された「化学品の分

類及び表示に関する世界調和システム

(GHS)」又は日本産業規格 Z7252 に基づき

分類された化学物質等の危険性又は有害性

(当該 SDS に記載されている GHS 分類結果)

に則して、危険性又は有害性を特定するこ

とが求められる。もっとも、GHS 分類にお

いて危険性又は有害性が認められていない

からといって、危険性ないし有害性がない

ことを意味するものではない。そのため、

必要に応じて、上記以外の危険性又は有害

性についても特定が求められることとなる。

この場合、過去に化学物質等による労働災

害が発生した作業、化学物質等による危険
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又は健康障害のおそれがある事象が発生し

た作業等により事業者が把握している情報

があるときには、当該情報に基づく危険性

又は有害性が必ず含まれるよう留意するこ

とが求められる（化学物質 RA指針 8）。 

2．2．2．3．5 リスクの見積もり 

 リスクアセスメントは、①当該対象物が

当該業務に従事する労働者に危険を及ぼし、

又は当該対象物により当該労働者の健康障

害を生ずるおそれの程度及び当該危険又は

健康障害の程度を考慮する方法か、②当該

業務に従事する労働者が対象物にさらされ

る程度及び当該対象物の有害性の程度を考

慮する方法、③上記①・②に準ずる方法に

より実施される（安衛則第 34 条の 2 の 7

第 2項）。 

 化学物質 RA 指針ではリスクの見積もり

方法として、下記を挙げる（化学物質 RA

指針 9（1））。下記のうち、アの方法によ

る場合に事業者が留意すべき事項は、RA

指針における場合と同様であり、重篤度の

評価にあたっては、最も重篤な負傷・疾病

の程度を見積もること、休業日数等を尺度

とすること、労働者の疲労等の影響を考慮

することが求められる（化学物質 RA 指針

9（3））。また、事業者は必要に応じて、安

全装置、立入禁止装置、排気・換気装置の

設置等の安全衛生機能等の信頼性及び維持

能力、これを無効化する又は無視する可能

性、意図的・非意図的な誤使用又は危険行

動の可能性や、有害性が立証されていない

が一定の根拠がある場合における根拠に基

づく有害性を考慮する点も RA 指針と同様

である（化学物質 RA 指針 9（4））。 

ア 化学物質等が当該業務に従事する労働

者に危険を及ぼし、又は化学物質等により

当該労働者の健康障害を生ずるおそれの程

度(発生可能性)及び当該危険又は健康障害

の程度(重篤度)を考慮する方法 

(ア) 発生可能性及び重篤度を相対的に尺

度化し、それらを縦軸と横軸とし、あらか

じめ発生可能性及び重篤度に応じてリスク

が割り付けられた表を使用してリスクを見

積もる方法 

(イ) 発生可能性及び重篤度を一定の尺度

によりそれぞれ数値化し、それらを加算又

は乗算等してリスクを見積もる方法 

(ウ) 発生可能性及び重篤度を段階的に分

岐していくことによりリスクを見積もる方

法 

(エ) ILO の化学物質リスク簡易評価法

(コントロール・バンディング)等を用いて

リスクを見積もる方法 

※「コントロール・バンディング」は、

ILO が開発途上国の中小企業を対象に有害

性のある化学物質から労働者の健康を保護

するため開発した簡易なリスクアセスメン

ト手法である（図表 2-3）。 

(オ) 化学プラント等の化学反応のプロセ

ス等による災害のシナリオを仮定して、そ

の事象の発生可能性と重篤度を考慮する方

法 

※「化学プラントにかかるセーフティ・ア

セスメントに関する指針」(平成 12 年 3 月

21 日付け基発第 149 号)による方法等が参

照される。なお、同指針では、①関係資料

の収集・形成、②定性的評価、③定量的評

価（及びそれに基づく危険度ランク付

け）、④プロセス固有の特性を踏まえたプ

ロセス安全性評価、⑤安全対策の確認等の

5 段階で安全性の事前評価を行うことが推

奨されている。 
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イ 当該業務に従事する労働者が化学物質

等にさらされる程度(ばく露の程度)及び当

該化学物質等の有害性の程度を考慮する方

法（なお、(ア)の方法がより望ましいとさ

れる） 

(ア) 対象の業務について作業環境測定に

より測定した気中濃度や個人サンプラーを

用いて測定した個人ばく露濃度、検知管に

より簡易測定した結果等を、当該化学物質

等のばく露限界（日本産業衛生学会の許容

濃度、ACGIH(米国産業衛生専門家会議)の

TLV-TWA）と比較する方法 

(イ) 数理モデルを用いて対象の業務に係

る作業を行う労働者の周辺の化学物質等の

気中濃度を推定し、当該化学物質のばく露

限界と比較する方法 

※（イ）の数理モデルによる場合には、適

切な安全率を考慮する必要があるとされ

る。 

a 調査対象の作業場所以外の作業場所に

おいて、調査対象の化学物質等について調

査対象の業務と同様の業務が行われてお

り、かつ、作業場所の形状や換気条件が同

程度である場合に、当該業務に係る作業環

境測定の結果から平均的な濃度を推定する

方法 

b 調査対象の作業場所における単位時間

当たりの化学物質等の消費量及び当該作業

場所の気積から推定する方法並びにこれに

加えて物質の拡散又は換気を考慮して推定

する方法 

c 欧州化学物質生態毒性・毒性センター

が提供しているリスクアセスメントツール

(ECETOC-TRA ※欧州 REACH 規則に基づく化

学物質の登録を支援するために開発され

た、定量的なリスクアセスメントが可能な

支援ツール)を用いてリスクを見積もる方

法(図表 2-4) 

(ウ) 対象の化学物質等への労働者のばく

露の程度及び当該化学物質等による有害性

を相対的に尺度化し（例えばそれぞれを 5

段階にレベル分けする）、それらを縦軸と

横軸とし、あらかじめばく露の程度及び有

害性の程度に応じてリスクが割り付けられ

た表を使用してリスクを見積もる方法（図

表 2-5） 

※（ウ）における有害性のレベル分けは、

GHS 分類における健康有害性クラス及び区

分により行う。また、ばく露レベル（EL）

の推定は作業環境（ML）レベルと作業時

間・作業頻度（FL）のレベルから導く。作

業環境レベルは、取扱量が多く、揮発性・

飛散性が高いほど、高くなるが、①換気が

されている場合には、ポイントがその分下

がっていく。また、労働者の衣服、手足、

保護具に化学物質による汚れがみられるか

により、ポイントは上がったり下がったり

する。これを算定式で表すと、Ａ(取扱量

ポイント)＋Ｂ(揮発性・飛散性ポイント)

－Ｃ(換気ポイント)＋Ｄ(修正ポイント)と

なる。 

 

ウ ア又はイに掲げる方法に準ずる方法 

(ア) リスクアセスメントの対象の化学物

質等に係る危険又は健康障害を防止するた

めの具体的な措置が労働安全衛生法関係法

令(主に有機則、鉛則、四アルキル鉛則、

特化則の規定並びに危険物に係る安衛則の

規定)の各条項に規定されている場合に、

当該規定の履行状況を確認することによっ

て、リスクアセスメントを実施したとみな
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限界と比較する方法 
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方法 
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た、定量的なリスクアセスメントが可能な

支援ツール)を用いてリスクを見積もる方

法(図表 2-4) 
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を相対的に尺度化し（例えばそれぞれを 5

段階にレベル分けする）、それらを縦軸と

横軸とし、あらかじめばく露の程度及び有

害性の程度に応じてリスクが割り付けられ

た表を使用してリスクを見積もる方法（図

表 2-5） 

※（ウ）における有害性のレベル分けは、

GHS 分類における健康有害性クラス及び区

分により行う。また、ばく露レベル（EL）

の推定は作業環境（ML）レベルと作業時

間・作業頻度（FL）のレベルから導く。作
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飛散性が高いほど、高くなるが、①換気が

されている場合には、ポイントがその分下

がっていく。また、労働者の衣服、手足、

保護具に化学物質による汚れがみられるか

により、ポイントは上がったり下がったり

する。これを算定式で表すと、Ａ(取扱量

ポイント)＋Ｂ(揮発性・飛散性ポイント)

－Ｃ(換気ポイント)＋Ｄ(修正ポイント)と

なる。 

 

ウ ア又はイに掲げる方法に準ずる方法 

(ア) リスクアセスメントの対象の化学物

質等に係る危険又は健康障害を防止するた

めの具体的な措置が労働安全衛生法関係法

令(主に有機則、鉛則、四アルキル鉛則、

特化則の規定並びに危険物に係る安衛則の

規定)の各条項に規定されている場合に、

当該規定の履行状況を確認することによっ

て、リスクアセスメントを実施したとみな
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す方法。 

(イ) リスクアセスメントの対象の化学物

質等に係る危険を防止するための具体的な

規定が労働安全衛生法関係法令に規定され

ていない場合（すなわち、「危険物」（安衛

法施行令別表第１）ではない場合）におい

て、当該化学物質等の SDS に記載されてい

る危険性の種類(例えば「爆発物」など)を

確認し、当該危険性と同種の危険性を有

し、かつ、具体的措置が規定されている

「危険物」に係る安衛則第 4 章等の条項を

確認する方法 

 事業者は、上記ア又はイの方法により見

積りを行うに際しては、用いるリスクの見

積り方法に応じて、次に掲げる事項等必要

な情報を使用することが求められる（化学

物質 RA指針 9（2））。 

ア 当該化学物質等の性状 

イ 当該化学物質等の製造量又は取扱量 

ウ 当該化学物質等の製造又は取扱い(以

下「製造等」という。)に係る作業の内容 

エ 当該化学物質等の製造等に係る作業の

条件及び関連設備の状況 

オ 当該化学物質等の製造等に係る作業へ

の人員配置の状況 

カ 作業時間及び作業の頻度 

キ 換気設備の設置状況 

ク 保護具の使用状況 

ケ 当該化学物質等に係る既存の作業環境

中の濃度若しくはばく露濃度の測定結果又

は生物学的モニタリング結果 

2．2．2．3．6 リスク低減措置 

事業者は、法令に定められた事項がある

場合にはそれを必ず実施するとともに、法

令に定められた措置がない場合には、次に

掲げる優先順位でリスク低減措置内容を検

討の上、実施することが求められる（化学

物質 RA 指針 10）。ここでも、本質安全化

を図ることができる場合にはその実施がま

ず求められるといえる。また、作業環境管

理に係る措置がまず優先され、その後に作

業管理に係る措置が予定されているといえ

る。 

ア 危険性又は有害性のより低い物質への

代替、化学反応のプロセス等の運転条件の

変更、取り扱う化学物質等の形状の変更等

又はこれらの併用によるリスクの低減 

イ 化学物質等に係る機械設備等の防爆構

造化、安全装置の二重化等の工学的対策又

は化学物質等に係る機械設備等の密閉化、

局所排気装置の設置等の衛生工学的対策 

ウ 作業手順の改善、立入禁止等の管理的

対策 

エ 化学物質等の有害性に応じた有効な保

護具の使用 

 上記措置については、リスク見積もり結

果として、ばく露濃度等がばく露限界を相

当程度下回る場合は、当該リスクは許容範

囲内であり、リスク低減措置を検討する必

要がないものとして差し支えないとされる。

また、リスク低減に要する負担がリスク低

減による労働災害防止効果と比較して大幅

に大きく、両者に著しい不均衡が発生する

場合であって、措置を講ずることを求める

ことが著しく合理性を欠く場合には、より

下位の措置を実施することも可能となる。

しかし、それ以外の場合は、可能な限り高

い優先順位のリスク低減措置を実施する必

要があるものとされる。なお、死亡、後遺

障害又は重篤な疾病をもたらすおそれのあ

るリスクに対して、適切なリスク低減措置

の実施に時間を要する場合は、暫定的な措
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置を直ちに講ずるほか、上記のリスク低減

措置の内容を速やかに実施するよう努める

ことが求められる。また、リスク低減措置

を講じた場合には、当該措置を実施した後

に見込まれるリスクを見積もることが望ま

しいとされている。 

2．2．2．3．7 結果の記録・保存・周知 

事業者は、化学物質等を製造又は取り扱

う業務に従事する労働者に対し、①作業場

への常時掲示又は備え付け、②労働者への

書面交付、③磁気テープ等への記録と各作

業場における記録内容を確認できる機器設

置等により、（1）当該調査対象物の名称、

（2）当該業務の内容、（3）当該調査の結

果（特定した危険性・有害性、見積もった

リスク）、（4）当該調査の結果に基づき事

業者の講ずる危険又は健康障害防止措置の

内容を周知させなければならない（安衛則

第 34 条の 2 の 8）。また、リスクアセスメ

ントの対象の業務が継続し(1)の労働者へ

の周知等を行っている間は、事業者は(1)

乃至（4）に係る事項を記録・保存してお

くことが望ましいとされる（化学物質 RA

指針 11）。 

 

2．2．2．4 機械に係るリスクアセスメン

ト 

2．2．2．4．1 概要 

リスクアセスメント指針では、特定の危

険性又は有害性の種類等に関する詳細な指

針が別途策定されること、機械安全に関し

ては、厚生労働省労働基準局長の定めるも

の」が含まれることが規定されていた（RA

指針 1）。「機械の包括的な安全基準に関す

る指針（以下、機械包括安全指針という）」

（平成 19・7・31 基発第 0731001 号）のう

ち、事業者の実施事項としてリスクアセス

メント等について定める部分がこれに当た

る。なお、機械包括安全指針は、機械の製

造等（設計、輸入を含む）を行う者による、

機械の設計・製造段階におけるリスクアセ

スメントや機械を譲渡又は貸与される者に

対する情報提供等についても規定するが、

これは、機械の製造者等に機械が使用され

ることによる労働災害の発生に防止に資す

るよう努めなければならないとする安衛法

第 3 条第 2 項に基づくものである。以下で

は、機械を労働者に使用させる事業者の実

施事項について取り上げるが、実施内容、

実施体制等、実施時期、対象の選定、情報

の入手、リスクの見積り、記録等について

は、リスクアセスメント指針と大きく異な

るところはないため一部省略する。 

2．2．2．4．2 危険性又は有害性の同定 

 機械を労働者に使用させる事業者は、使

用上の情報を確認し、機械に労働者が関わ

る作業等ごとに、下記を参照する等して同

定するものとされる（機械包括安全指針

6）。 

労働者が関わる作

業 

危険性又は有害性 

ア 機械の意図する

使用が行われる作

業  

イ 運搬、設置、試

運転等の機械の使

用の開始に関する

作業   

ウ 解体、廃棄等の

機械の使用の停止

に関する作業   

エ 機械に故障、異

常等が発生してい

る状況における作

業  

オ 機械の合理的に

予見可能な誤使用

1 機械的な危険性又

は有害性 

2 電気的な危険性又

は有害性 

3 熱的な危険性又は

有害性 

4 騒音による危険性

又は有害性 

5 振動による危険性

又は有害性 

6 放射による危険性

又は有害性 

7 材料及び物質によ

る危険性又は有害性 8 

機械の設計時における

人間工学原則の無視に

－ 758 －



分担研究報告書（石﨑 由希子） 
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への常時掲示又は備え付け、②労働者への

書面交付、③磁気テープ等への記録と各作

業場における記録内容を確認できる機器設

置等により、（1）当該調査対象物の名称、

（2）当該業務の内容、（3）当該調査の結

果（特定した危険性・有害性、見積もった

リスク）、（4）当該調査の結果に基づき事

業者の講ずる危険又は健康障害防止措置の

内容を周知させなければならない（安衛則

第 34 条の 2 の 8）。また、リスクアセスメ

ントの対象の業務が継続し(1)の労働者へ

の周知等を行っている間は、事業者は(1)

乃至（4）に係る事項を記録・保存してお

くことが望ましいとされる（化学物質 RA

指針 11）。 

 

2．2．2．4 機械に係るリスクアセスメン

ト 

2．2．2．4．1 概要 

リスクアセスメント指針では、特定の危

険性又は有害性の種類等に関する詳細な指

針が別途策定されること、機械安全に関し

ては、厚生労働省労働基準局長の定めるも

の」が含まれることが規定されていた（RA

指針 1）。「機械の包括的な安全基準に関す

る指針（以下、機械包括安全指針という）」

（平成 19・7・31 基発第 0731001 号）のう

ち、事業者の実施事項としてリスクアセス

メント等について定める部分がこれに当た

る。なお、機械包括安全指針は、機械の製

造等（設計、輸入を含む）を行う者による、

機械の設計・製造段階におけるリスクアセ

スメントや機械を譲渡又は貸与される者に

対する情報提供等についても規定するが、

これは、機械の製造者等に機械が使用され

ることによる労働災害の発生に防止に資す

るよう努めなければならないとする安衛法

第 3 条第 2 項に基づくものである。以下で

は、機械を労働者に使用させる事業者の実

施事項について取り上げるが、実施内容、

実施体制等、実施時期、対象の選定、情報

の入手、リスクの見積り、記録等について

は、リスクアセスメント指針と大きく異な

るところはないため一部省略する。 

2．2．2．4．2 危険性又は有害性の同定 

 機械を労働者に使用させる事業者は、使

用上の情報を確認し、機械に労働者が関わ

る作業等ごとに、下記を参照する等して同

定するものとされる（機械包括安全指針

6）。 

労働者が関わる作

業 

危険性又は有害性 

ア 機械の意図する

使用が行われる作

業  

イ 運搬、設置、試

運転等の機械の使

用の開始に関する

作業   

ウ 解体、廃棄等の

機械の使用の停止

に関する作業   

エ 機械に故障、異

常等が発生してい

る状況における作

業  

オ 機械の合理的に

予見可能な誤使用

1 機械的な危険性又

は有害性 

2 電気的な危険性又

は有害性 

3 熱的な危険性又は

有害性 

4 騒音による危険性

又は有害性 

5 振動による危険性

又は有害性 

6 放射による危険性

又は有害性 

7 材料及び物質によ

る危険性又は有害性 8 

機械の設計時における

人間工学原則の無視に
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が行われる作業   

カ 機械を使用する

労 働 者 以 外 の 者

（合理的に予見可

能な場合に限る。）

が機械の危険性又

は有害性に接近す

ること  

よる危険性又は有害性 

9 滑り、つまずき及

び墜落の危険性又は有

害性 

10 危険性又は有害性

の組合せ 

11 機械が使用される

環境に関連する危険性

又は有害性 

2．2．2．4．3 リスクの見積り等 

 機械を労働者に使用させる事業者は、同

定されたそれぞれの危険性又は有害性ごと

に、リスクを見積もり、適切なリスクの低

減が達成されているかどうか及びリスクの

低減の優先度を検討するものとする（機械

包括安全指針 7、RA 指針 9（1）ア乃至ウ

参照）。その際、それぞれの危険性又は有

害性により最も発生するおそれのある負傷

又は疾病の重篤度によってリスクを見積も

るものとするが、発生の可能性が低くても、

予見される最も重篤な負傷又は疾病も配慮

するよう留意するものとする。 

2．2．2．4．4 保護方策の検討及び実施 

 事業者は、法令に定められた事項がある

場合はそれを必ず実施するとともに、適切

なリスクの低減が達成されていないと判断

した危険性又は有害性について、機械に係

る保護方策を検討し実施するものとする。

保護方策には優先順位があり、まず、①本

質的安全設計方策（ガード又は保護装置を

使用しないで、機械の設計又は運転特性を

変更することによる保護方策）をとること

が、次いで、②安全防護（ガード又は保護

装置の使用による保護方策）の方法及び付

加保護方策（労働災害に至る緊急事態から

の回避等のために行う保護方策）の方法を

とることが、さらに、③上記①・②を実施

した後に残留するリスクを労働者に伝える

ための作業手順の整備、労働者教育の実施

等の管理的対策をとることが、必要な場合

には④個人用保護具を使用させることが検

討される（機械包括安全指針 8（1））。保

護方策を行う際は、新たな危険性又は有害

性の発生及びリスクの増加が生じないよう

留意し、保護方策を行った結果これらが生

じたときは、当該リスクの低減を行うこと

が求められる（機械包括安全指針 8（2））。 

2．2．2．4．5 注文時の条件 

事業者は、本質的安全設計方策、安全防

護の方法及び付加保護方策の方法、使用上

の情報の内容及び提供方法に配慮した機械

を採用することが求められる。また、必要

に応じ、注文時の条件にこれら事項を含め

るものとする。さらに、使用開始後に明ら

かになった当該機械の安全に関する知見等

を製造等を行う者に伝達することが求めら

れる（機械包括安全指針 10）。 

 

2．3 沿革 

2．3．1 制度史 

2．3．1．1 本条制定前 

本条は、2005（平成 17）年の安衛法改

正により導入された規定であるが、本条の

前身となる規定は安衛法制定当時から存在

していた。すなわち、当時の安衛法第 58

条は、「事業者は、化学薬品、化学薬品を

含有する製剤その他の物で、労働者の健康

障害を生ずるおそれのあるものについては、

あらかじめ、これらの物の有害性等を調査

し、その結果に基づいて、この法律又はこ

れに基づく命令の規定による措置を講ずる

ほか、これらの物による労働者の健康障害

を防止するため必要な措置を講ずるように

努めなければならない。」と規定していた。

なお、同規定は、1977（昭和 52 年）の安

－ 759 －
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衛法改正（法律第 76 号）において、新規

化学物質の有害性調査が義務付けられたこ

とに伴い、その標題が「有害性の調査等」

から「事業者の行うべき調査等」に改めら

れ、また、条文中「化学薬品」とされてい

た部分が「化学物質」に改められている。

さらに、1999（平成 11）年の安衛法改正

（法律第 45 号）において、労働大臣が安

衛法第 28 条に基づく技術上の指針や健康

障害防止指針のほかに、安衛法第 57 条に

基づく健康障害防止措置に関して、その適

切かつ有効な実施を図るため必要な指針を

公表するものとする旨、労働大臣は、前項

の指針に従い、事業者に対し、必要な指導、

援助等を行うことができる旨の規定が追加

されている。 

また、2000（平成 12）年 3 月 31 日には、

これらの規定に基づき、事業者による化学

物質等の自主的管理を促進し、もって、労

働者の健康障害の予防に資することを目的

として、「化学物質等による労働者の健康

障害を防止するため必要な措置に関する指

針」（労働安全衛生法第 58 条第 2 項の規定

に基づく化学物質等による労働者の健康障

害を防止するため必要な措置に関する指針

に関する公示第 1 号）が公表されている。

同指針においては、リスクアセスメントが

「化学物質等の有害性に関する情報を入手

して、当該化学物質等の有害性の種類及び

程度(以下「有害性等」という。)、労働者

の当該化学物質等へのばく露の程度等に応

じて労働者に生ずるおそれのある健康障害

の可能性及びその程度を評価し、かつ、当

該化学物質等へのばく露を防止し、又は低

減するための措置を検討すること」と定義

され、化学物質管理計画の策定等、有害性

の特定及びリスクアセスメントのほか、健

康障害防止措置の原則的な実施事項につい

て規定されていた。 

ところで、1973（昭和 48）年の石油コ

ンビナートにおける相次ぐ爆発・火災等の

大規模災害を背景に、1976（昭和 51）年

には、安全性の事前評価の具体的手法につ

いて示した「化学プラントにかかるセーフ

ティ・アセスメントに関する指針」（昭和

51・12・24 基発第 905 号）が策定されて

いる。同指針は、立地条件や設備といった

診断項目について評価（定性的評価）を行

い、さらに、物質の爆発、火災に対する潜

在的危険性、容量、温度、圧力等の操作条

件の危険性を多角的に組み合わせて、製造、

貯蔵等の各ブロックのもつ危険性の総合的、

定量的な評価を行い、そこで得られた危険

度のランクに応じた対策を講じることを目

的とするものであり、日本のリスクアセス

メントの先駆けともいうべきものである。

この指針は、化学プラントにかかる技術も

進歩し、また、様々な安全性評価手法が開

発されてきたことを受けて、2000（平成

12）年には改正されている（平成 12・3・

21基発第 149号）。 

引き続き 2001（平成 13）年には、リス

クアセスメントは、機械の安全化を進める

ためには必ず行う必要があるものであると

して「機械の包括的な安全基準に関する指

針」（平成 13・6・1 基発第 501 号）が示さ

れており、リスクアセスメントについて、

「利用可能な情報を用いて危険源及び危険

状態を特定し、当該危険源及び危険状態の

リスクを見積もり、かつ、その評価をする

ことによって、当該リスクが許容可能か否

かを判断すること」と定義した上で、①製

－ 760 －
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衛法改正（法律第 76 号）において、新規

化学物質の有害性調査が義務付けられたこ

とに伴い、その標題が「有害性の調査等」

から「事業者の行うべき調査等」に改めら

れ、また、条文中「化学薬品」とされてい

た部分が「化学物質」に改められている。

さらに、1999（平成 11）年の安衛法改正

（法律第 45 号）において、労働大臣が安

衛法第 28 条に基づく技術上の指針や健康

障害防止指針のほかに、安衛法第 57 条に

基づく健康障害防止措置に関して、その適

切かつ有効な実施を図るため必要な指針を

公表するものとする旨、労働大臣は、前項

の指針に従い、事業者に対し、必要な指導、

援助等を行うことができる旨の規定が追加

されている。 

また、2000（平成 12）年 3 月 31 日には、

これらの規定に基づき、事業者による化学

物質等の自主的管理を促進し、もって、労

働者の健康障害の予防に資することを目的

として、「化学物質等による労働者の健康

障害を防止するため必要な措置に関する指

針」（労働安全衛生法第 58 条第 2 項の規定

に基づく化学物質等による労働者の健康障

害を防止するため必要な措置に関する指針

に関する公示第 1 号）が公表されている。

同指針においては、リスクアセスメントが

「化学物質等の有害性に関する情報を入手

して、当該化学物質等の有害性の種類及び

程度(以下「有害性等」という。)、労働者

の当該化学物質等へのばく露の程度等に応

じて労働者に生ずるおそれのある健康障害

の可能性及びその程度を評価し、かつ、当

該化学物質等へのばく露を防止し、又は低

減するための措置を検討すること」と定義

され、化学物質管理計画の策定等、有害性

の特定及びリスクアセスメントのほか、健

康障害防止措置の原則的な実施事項につい

て規定されていた。 

ところで、1973（昭和 48）年の石油コ

ンビナートにおける相次ぐ爆発・火災等の

大規模災害を背景に、1976（昭和 51）年

には、安全性の事前評価の具体的手法につ

いて示した「化学プラントにかかるセーフ

ティ・アセスメントに関する指針」（昭和

51・12・24 基発第 905 号）が策定されて

いる。同指針は、立地条件や設備といった

診断項目について評価（定性的評価）を行

い、さらに、物質の爆発、火災に対する潜

在的危険性、容量、温度、圧力等の操作条

件の危険性を多角的に組み合わせて、製造、

貯蔵等の各ブロックのもつ危険性の総合的、

定量的な評価を行い、そこで得られた危険

度のランクに応じた対策を講じることを目

的とするものであり、日本のリスクアセス

メントの先駆けともいうべきものである。

この指針は、化学プラントにかかる技術も

進歩し、また、様々な安全性評価手法が開

発されてきたことを受けて、2000（平成

12）年には改正されている（平成 12・3・

21基発第 149号）。 

引き続き 2001（平成 13）年には、リス

クアセスメントは、機械の安全化を進める

ためには必ず行う必要があるものであると

して「機械の包括的な安全基準に関する指

針」（平成 13・6・1 基発第 501 号）が示さ

れており、リスクアセスメントについて、

「利用可能な情報を用いて危険源及び危険

状態を特定し、当該危険源及び危険状態の

リスクを見積もり、かつ、その評価をする

ことによって、当該リスクが許容可能か否

かを判断すること」と定義した上で、①製
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造者等は機械の設計、製造段階においてリ

スクアセスメントを行い、リスクが許容可

能な程度に低減されていないときは必要な

安全方策を行うべきこと、②事業者は、機

械を労働者に使用させるにあたり、製造者

等から提供された使用上の情報の内容を確

認し、必要に応じて、リスクアセスメント

を行うこと、結果に基づき必要な安全方策

を行うことについて定めている。 

なお、上記指針策定の背景にはリスクア

セスメントに関する諸外国の動向もあった

34。すなわち、1998（平成 10）年、英国安

全衛生庁(HSE)において「リスクアセスメ

ントのための５ステップ：Five steps to 

risk assessment」が発行され、1999（平

成 11）年には、労働安全衛生管理規則

(management of Health and Safety at 

Work Regulations 1999)において、リスク

アセスメントが規定されている。労働安全

衛 生 管 理 規 則 は 行 動 準 則 (code of 

practice)であり、は、それ自体は義務で

はないが、それと同等なレベルの対策が実

施されていないと法令違反を構成するもの

である。また、米国においては、米国安全

衛生庁（OSHA）が 1990（平成 2）年に労働

安全衛生マネジメントシステムに関するガ

イドラインである「安全衛生プログラム管

理 ガ イ ド ラ イ ン ： Safety and Health 

Program Management Guidelines」を発表

し、その一環であるリスクアセスメントの

手法として、「職場のハザードの分析：Job 

Hazard Analysis(JHA)」というリーフレッ

トが発行されていた。ISO においては、

1999（平成 11）年に、主として機械類を

製造する事業者向けに、「機械類の安全性

－設計のための基本概念、一般原則：

ISO12100-1, JIS B 9700-1」、「機械類の安

全性－リスクアセスメントの原則 : 

ISO14121, JIS B 9702」等を策定し、機械

の設計段階におけるリスクアセスメントに

ついて規定していた。また、ISO において

も、2003（平成 15）年に機械の設計者が

危険源を同定し、リスクの評価を行って、

許容できないリスクについてはリスク低減

措置をとり、除去できなかったリスクにつ

いては使用上の情報をユーザーに提供する

という機械の包括的安全基準が規格化され

ている（ISO12100）。 

 

2．3．1．2 本条の制定 

2005（平成 17）年の安衛法改正（法律

第 108 号）においては、本条が規定される

ようになるに伴い、旧第 58 条は削除され

た。同条制定に先立ちまとめられた「今後

の労働安全衛生対策の在り方に関する検討

会報告書」（2004（平成 16）年 8 月）や

「今後の労働安全衛生対策について（建

議）」（2004（平成 16）年 12 月 27 日）で

は、重大災害発生の要因として、事業場内

における危険・有害性の調査とそれに基づ

く実践が十分でなかったこと、製品工程の

多様化・複雑化の進展に伴い、新たな有害

化学物質が導入され、事業場内の危険・有

害要因が多様化し、その把握が困難になっ

ていることが挙げられており、リスクアセ

スメントを実施することが災害防止に効果

的であることが示唆されている。また、

「第 10 次労働災害防止計画」においても、

リスクを低減させる安全衛生管理手法の展

開が基本方針として示されている。こうし

たなかで、安全管理者を選任しなければな

らない業種等の事業者が、設備を新設する
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とき等に労働災害発生のおそれのある危険

性・有害性を調査し、その結果に基づいて、

これを除去・低減するような措置を講ずる

よう努めなければならないことを内容とす

る本条が規定されたといえる。なお、建議

においては、「中小企業における危険性・

有害性の調査等が円滑に実施されるよう、

実施事例に基づく手順の明確化、担当者の

資質の向上等の配慮を行うこと」も提言さ

れている。 

なお、第 15 回労働政策審議会安全衛生

分科会（2004（平成 16）年 11 月 29 日）

では、リスクアセスメントを義務化するこ

とはできないかとの問題提起が労働者代表

の芳野委員からなされ、安全課長から、リ

スクアセスメントを実施する対象について

は限定せず、業種も多岐にわたっているこ

と、多くが中小企業であることを考え、

「現実的な話としては努力義務で規定する

のが妥当」であるとの回答がなされている。 

 

2．3．1．3 指針の策定・改正 

2006（平成 18）年 3 月 30 日、本条に基

づく「危険性又は有害性等の調査等に関す

る指針」（危険性又は有害性等の調査等に

関する指針公示第１号）、「化学物質等によ

る危険性又は有害性等の調査等に関する指

針」（危険性又は有害性等の調査等に関す

る指針公示第 2 号）が、「労働安全衛生分

野のリスクアセスメントに関する専門家検

討会報告書」（2005（平成 17）年 12 月）

を踏まえ、策定・公表されている。両指針

は共に、リスクアセスメントが各事業場に

おいて適切かつ有効に実施されるよう、そ

の基本的な考え方及び実施事項について定

め、事業者による自主的な安全衛生活動へ

の取組を促進することを目的とするもので

ある。また、同指針は、「労働安全衛生マ

ネジメントシステムに関する指針」(平成

11 年労働省告示第 53 号)に定める危険性

又は有害性等の調査及び実施事項の特定の

具体的実施事項としても位置付けられてい

る。なお、「化学物質等による危険性又は

有害性等の調査等に関する指針」により、

「化学物質等による労働者の健康障害を防

止するための必要な措置に関する指針」は

廃止されている。 

他方、「機械の包括的な安全基準に関す

る指針」は、本条が設けられたことや ISO

が制定されたことに伴い、ISO が制定され

たこと機械の製造段階から使用段階にわた

る一層の安全確保を図るため、2007（平成

19）に改正されている（平成 19・7・31 基

発第 0731001 号）。同指針においては、「危

険性又は有害性等の調査等に関する指針」

の内容を踏まえつつ、事業者の実施すべき

事項が示されている。 

 

2．3．1．4 リスクアセスメントの義務化

に伴う改正 

2014（平成 26）年の安衛法改正（法律

第 82 号）により、本条において実施が求

められる危険性又は有害性の調査（リスク

アセスメント）から、安衛法第 57 条第 1

項の政令で定める物及び第 57 条の 2 第 1

項に規定する通知対象物による危険性又は

有害性等は除かれた。これは、同改正によ

り、通知対象物等に係る危険性又は有害性

の調査はその実施が別途義務付けられたた

めである（安衛法第 57 条の 3）。また、同

改正に伴い、2015（平成 27）年 9 月 18 日

には、安衛法第 57 条の 3 第 3 項に基づき、
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とき等に労働災害発生のおそれのある危険

性・有害性を調査し、その結果に基づいて、

これを除去・低減するような措置を講ずる

よう努めなければならないことを内容とす

る本条が規定されたといえる。なお、建議

においては、「中小企業における危険性・

有害性の調査等が円滑に実施されるよう、

実施事例に基づく手順の明確化、担当者の

資質の向上等の配慮を行うこと」も提言さ

れている。 

なお、第 15 回労働政策審議会安全衛生

分科会（2004（平成 16）年 11 月 29 日）

では、リスクアセスメントを義務化するこ

とはできないかとの問題提起が労働者代表

の芳野委員からなされ、安全課長から、リ

スクアセスメントを実施する対象について

は限定せず、業種も多岐にわたっているこ

と、多くが中小企業であることを考え、

「現実的な話としては努力義務で規定する

のが妥当」であるとの回答がなされている。 

 

2．3．1．3 指針の策定・改正 

2006（平成 18）年 3 月 30 日、本条に基

づく「危険性又は有害性等の調査等に関す

る指針」（危険性又は有害性等の調査等に

関する指針公示第１号）、「化学物質等によ

る危険性又は有害性等の調査等に関する指

針」（危険性又は有害性等の調査等に関す

る指針公示第 2 号）が、「労働安全衛生分

野のリスクアセスメントに関する専門家検

討会報告書」（2005（平成 17）年 12 月）

を踏まえ、策定・公表されている。両指針

は共に、リスクアセスメントが各事業場に

おいて適切かつ有効に実施されるよう、そ

の基本的な考え方及び実施事項について定

め、事業者による自主的な安全衛生活動へ

の取組を促進することを目的とするもので

ある。また、同指針は、「労働安全衛生マ

ネジメントシステムに関する指針」(平成

11 年労働省告示第 53 号)に定める危険性

又は有害性等の調査及び実施事項の特定の

具体的実施事項としても位置付けられてい

る。なお、「化学物質等による危険性又は

有害性等の調査等に関する指針」により、

「化学物質等による労働者の健康障害を防

止するための必要な措置に関する指針」は

廃止されている。 

他方、「機械の包括的な安全基準に関す

る指針」は、本条が設けられたことや ISO

が制定されたことに伴い、ISO が制定され

たこと機械の製造段階から使用段階にわた

る一層の安全確保を図るため、2007（平成

19）に改正されている（平成 19・7・31 基

発第 0731001 号）。同指針においては、「危

険性又は有害性等の調査等に関する指針」

の内容を踏まえつつ、事業者の実施すべき

事項が示されている。 

 

2．3．1．4 リスクアセスメントの義務化

に伴う改正 

2014（平成 26）年の安衛法改正（法律

第 82 号）により、本条において実施が求

められる危険性又は有害性の調査（リスク

アセスメント）から、安衛法第 57 条第 1

項の政令で定める物及び第 57 条の 2 第 1

項に規定する通知対象物による危険性又は

有害性等は除かれた。これは、同改正によ

り、通知対象物等に係る危険性又は有害性

の調査はその実施が別途義務付けられたた

めである（安衛法第 57 条の 3）。また、同

改正に伴い、2015（平成 27）年 9 月 18 日

には、安衛法第 57 条の 3 第 3 項に基づき、
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「化学物質等による危険性又は有害性等の

調査等に関する指針」（危険性又は有害性

等の調査等に関する指針公示第 3 号）が公

表されているが、これに伴い、従前の「化

学物質等による危険性又は有害性等の調査

等に関する指針」は廃止されている。なお、

同指針は、リスクアセスメントからリスク

低減措置の実施までの一連の措置の基本的

な考え方及び具体的な手順の例、これら措

置の実施上の留意事項について、安衛法第

57 条の 3 に基づき定めるものであるが、

「表示対象物又は通知対象物以外のもので

あって、化学物質、化学物質を含有する製

剤その他の物で労働者に危険又は健康障害

を生ずるおそれのあるものについては、法

第 28 条の 2 に基づき、この指針に準じて

取り組むよう努めること」と規定されてい

る。 

 

2．3．1．5 自律的管理型規制への移行 

 2021（令和 3）年 7 月 19 日の「職場に

おける化学物質等の管理のあり方に関する

検討会報告書」では、講ずべき措置を個別

具体的に法令で定めるというこれまでの仕

組みから、危険有害性が認められる全ての

物質について、事業者がリスクアセスメン

トを行い、必要な措置を自ら選択して実行

することを原則とする「自律的な管理」を

基軸とする規制への移行が謳われている。

こうした中で、リスクアセスメントの義務

対象となる物質は 674 物質から約 2900 物

質まで段階的に拡大されることとなり、事

業者には、2023（令和 5）年 4 月以降、リ

スクアセスメントの結果に基づき、必要な

措置を講ずることにより、リスクアセスメ

ントの義務対象物に労働者がばく露される

程度を最小限度とする義務が課されること

とされた（安衛則 577 条の 2、2023（令和

5）年 4 月施行）。その一方で、危険有害性

が明らかとなっておらず、国による GHS 分

類がなされていない化学物質（リスクアセ

スメント義務対象物質以外の化学物質）に

ついても、危険性又は有害性等の調査を行

い、その結果に基づき、必要な措置を講ず

ることにより、労働者がこれにばく露され

る程度を最小限度とするよう努める義務が

課されることとされている（安衛則 577 条

の 3、2023（令和 5）年 4月施行）。 

 

2．3．2 背景になった災害等 

2．3．2．1 重大災害の発生等 

 「今後の労働安全衛生対策の在り方に関

する検討会報告書」（2004（平成 16）年 8

月）によれば、2005（平成 17）年改正の

背景には、製鉄所における溶鋼の流出災害、

ガスタンクの爆発災害、油槽所におけるガ

ソリンタンクの火災災害、タイヤ製造工場

における火災事故等、重大災害が頻発した

ことがあるといえる 35。関連する 3 省庁共

同で設置した「産業事故災害防止対策推進

関係省庁連絡会議」では、火災・爆発災害

等が多発する原因及び今後取り組むべき事

項が検討され、厚生労働省においては、安

全管理活動の充実を図る観点から大規模製

造事業場に対する自主点検が行われた。そ

の結果、災害発生率が高い事業場では、事

業場のトップ自らによる率先した安全管理

活動の実施が不十分であることや安全委員

会の活動が低調であること、現場労働者へ

の定期的な再教育が不十分であることなど

に加え、「設備・作業の危険性の大きさを

評価し、災害を防ぐための措置を実施する
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ことが低調であること」が明らかとされて

いる。重大災害を通じて、その発生を防止

する上でリスク評価の重要性が認識された

ことが本条導入の背景にあるといえる。 

 また、上記報告書の添付資料 14 では、

「機械の包括的安全基準の活用で防止でき

る典型的災害事例」として、6 件の災害発

生状況と原因、対策及びコメント挙げられ

ているが、このうち、安衛則第 147 条違反

に係る 1 件を除くといずれも設備に係る法

違反はないとされている。また、このうち

の 1 件は、「帯状のゴムを巻き取る全自動

の巻き取り用ロール機で、作業者がトラブ

ル処理のためにロール機に立ち入ったとこ

ろ、ロール機が停止せず、全身を巻き込ま

れた」という災害事例であったが、同事例

については、「作業者の進入を検知するセ

ンサーが設けられていたが、関連する全て

の設備を停止できないものであり、また切

換スイッチのモードによっては停止しない

場合もあるなど、停止条件が複雑であった。

このような災害を防止するには、包括基準

に従って十分なリスクアセスメントを行い、

安全条件を明確にする必要がある」と記載

されている。 

 

2．3．2．2 化学物質による健康障害 

「労働安全衛生法第 58条第 2項の規定

に基づく化学物質等による労働者の健康障

害を防止するため必要な措置に関する指針

に関する公示第 1号」においては、産業界

で使用されている化学物質は、5万種類を

超え、さらに毎年 500 から 600種類の化学

物質が新たに導入されていること、これら

の化学物質の中には労働者がばく露するこ

とにより健康障害を生ずるものがあり、化

学物質による労働者の健康障害も毎年相当

数発生していること、この中には、事業揚

における化学物質の保管、貯蔵、運搬等の

過程における漏えい、不適切な取扱い等に

よる労働者の健康障害の事例が含まれるこ

と、内分泌かく乱化学物質による健康影響

の懸念、フロン代替物による健康障害が問

題となる等化学物質をめぐる新たな問題も

生じていることなどが挙げられている。な

お、ここで言及されているフロン代替物に

よる健康障害は、「第 9次労働災害防止計

画」（1998（平成 10）～2003（平成 14）

年）で言及されている 2-ブロモプロパン

による健康障害のことではないかと思われ

る。2-ブロモプロパンによる健康障害は、

1995（平成 7）年秋、韓国の電子部品工場

において、洗浄用溶剤の切り替え後に女性

労働者に月経停止と汎血球減少が、男性労

働者に乏精子症または無精子症が集中して

発生していることにより明らかになった 36。

洗浄用洗剤は日本から輸入されたものであ

ったが、その主成分は 2-ブロモプロパン

であり、オゾン層破壊物質を規制するモン

トリオール議定書の締結を受けて、洗浄用

溶剤として使用されていた 1,1,2-トリフ

ルオロトリクロロエタン（フロン 113）の

代替洗浄剤として導入されたものであった。

2-ブロモプロパンは、医薬、農薬、感光剤

の中間原料として使われていたが、当時、

精巣・卵巣・造血器への毒性については文

献情報がなく、毒性はないものと信じられ

ていた。工場労働者は呼吸用保護具を着用

せずにしばしば頭を洗浄槽のフード内につ

っこんだり、保護具の着用なしに素手を洗

浄液内に入れたりして、2交替 12 時間の

勤務をしていたことから、高濃度ばく露を
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ことが低調であること」が明らかとされて

いる。重大災害を通じて、その発生を防止

する上でリスク評価の重要性が認識された

ことが本条導入の背景にあるといえる。 

 また、上記報告書の添付資料 14 では、

「機械の包括的安全基準の活用で防止でき

る典型的災害事例」として、6 件の災害発

生状況と原因、対策及びコメント挙げられ

ているが、このうち、安衛則第 147 条違反

に係る 1 件を除くといずれも設備に係る法

違反はないとされている。また、このうち

の 1 件は、「帯状のゴムを巻き取る全自動

の巻き取り用ロール機で、作業者がトラブ

ル処理のためにロール機に立ち入ったとこ

ろ、ロール機が停止せず、全身を巻き込ま

れた」という災害事例であったが、同事例

については、「作業者の進入を検知するセ

ンサーが設けられていたが、関連する全て

の設備を停止できないものであり、また切

換スイッチのモードによっては停止しない

場合もあるなど、停止条件が複雑であった。

このような災害を防止するには、包括基準

に従って十分なリスクアセスメントを行い、

安全条件を明確にする必要がある」と記載

されている。 

 

2．3．2．2 化学物質による健康障害 

「労働安全衛生法第 58条第 2項の規定

に基づく化学物質等による労働者の健康障

害を防止するため必要な措置に関する指針

に関する公示第 1号」においては、産業界

で使用されている化学物質は、5万種類を

超え、さらに毎年 500から 600種類の化学

物質が新たに導入されていること、これら

の化学物質の中には労働者がばく露するこ

とにより健康障害を生ずるものがあり、化

学物質による労働者の健康障害も毎年相当

数発生していること、この中には、事業揚

における化学物質の保管、貯蔵、運搬等の

過程における漏えい、不適切な取扱い等に

よる労働者の健康障害の事例が含まれるこ

と、内分泌かく乱化学物質による健康影響

の懸念、フロン代替物による健康障害が問

題となる等化学物質をめぐる新たな問題も

生じていることなどが挙げられている。な

お、ここで言及されているフロン代替物に

よる健康障害は、「第 9次労働災害防止計

画」（1998（平成 10）～2003（平成 14）

年）で言及されている 2-ブロモプロパン

による健康障害のことではないかと思われ

る。2-ブロモプロパンによる健康障害は、

1995（平成 7）年秋、韓国の電子部品工場

において、洗浄用溶剤の切り替え後に女性

労働者に月経停止と汎血球減少が、男性労

働者に乏精子症または無精子症が集中して

発生していることにより明らかになった 36。

洗浄用洗剤は日本から輸入されたものであ

ったが、その主成分は 2-ブロモプロパン

であり、オゾン層破壊物質を規制するモン

トリオール議定書の締結を受けて、洗浄用

溶剤として使用されていた 1,1,2-トリフ

ルオロトリクロロエタン（フロン 113）の

代替洗浄剤として導入されたものであった。

2-ブロモプロパンは、医薬、農薬、感光剤

の中間原料として使われていたが、当時、

精巣・卵巣・造血器への毒性については文

献情報がなく、毒性はないものと信じられ

ていた。工場労働者は呼吸用保護具を着用

せずにしばしば頭を洗浄槽のフード内につ

っこんだり、保護具の着用なしに素手を洗

浄液内に入れたりして、2交替 12 時間の

勤務をしていたことから、高濃度ばく露を
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受けたと推定されている。なお、日本では、

未知の毒性を解明するためラットを用いた

吸入ばく露実験が行われ、雄ラットで精祖

細胞を傷害すること、雌では、卵胞閉鎖を

来して性周期が停止すること、また、造血

系については骨髄が低形成となって脂肪細

胞に置換されることが明らかになった。韓

国でも同様の結果が得られ、国際協力の下

に情報の伝達・共有が図られている。 

 なお、明らかにされた情報をもとに、日

本産業衛生学会は 2-ブロモプロパンの許

容濃度を 1ppm に設定したが、これにより、

揮発性の高い同物質の使用は事実上困難に

なったため、変異原性がより低い 1-ブロ

モプロパンが代替品として利用されること

となった。しかし、動物実験では予想に反

して強い神経毒性を有することが明らかに

なり、実際にばく露労働者の神経障害患者

が国内外で報告されることとなった。 

 

2．4 適用の実際 

2．4．1 リスクアセスメントの実施状況 

「2017（平成 29）年労働安全衛生調査」

（事業所調査）の結果によると、リスクア

セスメントを実施している事業所の割合は

45.9％［46.5％（括弧内は 2016（平成

28）年調査の結果。以下同じ。）］となって

いる。リスクアセスメントの実施内容（複

数回答）をみると、下記のとおりである。 

作業に用いる機械の危険性

に関する事項 

62.5％ 

［63.2%］ 

交通事故に関する事項 60.9％ 

［56.5%］ 

熱中症予防に着目した暑い

場所での作業に関する事項 

58.8％ 

［52.5%］ 

腰痛のおそれのある作業に

関する事項 

44.5％ 

［43.9%］ 

高所からの墜落・転落に関

する事項 

38％ 

［34.3%］ 

作業に用いる化学物質の危

険性・有害性に関する事項 

37％ 

［31.3%］ 

上記以外の事項 19.4％ 

［15.8%］ 

不明 0.3％ 

［0.1%］ 

交通事故に関する事項を除くと、大企業

において実施割合が高く、中小企業におい

て低い傾向が見受けられるが、特に、化学

物質の危険性・有害性に関する事項におい

てその差が大きい（図表 2-6）。 

 また、リスクアセスメントを実施してい

ない事業所について、実施していない理由

（複数回答）をみると、「危険な機械や有

害な化学物質等を使用していないため」が 

63.3％[同 57.3％]と最も多く、次いで

「十分な知識を持った人材がいないため」

が 27.4％[同 26.2％]、「実施方法が判ら

ないため」が 20.4％［同 21.6％］、「労働

災害が発生していないため」が 14.2％

［17.0%］、「法令を守っていれば十分なた

め」が 11.4％［11.5%］である（図表 2-6）。 

 2017（平成 29）年以降の労働安全衛生

調査（事業所調査）においては、化学物質

を使用している事業所においてリスクアセ

スメントを実施している事業所の割合が調

査されている。なお、2018（平成 30）年

においては、「該当する化学物質を使用

（製造、譲渡・提供を含む）しているかわ

からない」及び「不明」を含む「化学物質

を取り扱っている（製造、譲渡・提供、使

用）事業所」を分母として実施割合が算出

されているため、数値が低くなっている。

この点を措くと、リスクアセスメントの実

施割合は上昇傾向にあるといえる。 

もっとも、2021（令和 3）年調査におい

て、化学物質を取り扱っている事業所のう

ち、安衛法第 57 条の 2 に該当する化学物
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質を使用していると回答する事業所は

78％、使用していないと回答する事業所は

9.5％であり、不明等の割合は 12.5％であ

るが、安衛法第 57 条の 2 に該当しないが

危険有害性がある化学物質（すなわち、安

衛法第 28 条の 2 に該当する化学物質）を

使用していると回答する事業所は 49.8％、

使用していないと回答する事業所は 8.9％、

不明等の割合は 41.3％である。不明と回

答した事業所の中に、危険有害性がある化

学物質を使用している事業所が含まれる可

能性は否定できないことに留意が必要であ

る。 

 平 成

29 年 

平 成

30 年 

令 和

2 年 

令 和

3 年 

該

当

す

る

化

学

物

質 

す べ

て 実

施 

52.8

％ 

29.2

％ 

68.5

％ 

71.8

％ 

一 部

実施 

26.4

％ 

13.7

％ 

24.1

％ 

22.4

％ 

該

当

し

な

い

化

学

物

質 

す べ

て 実

施 

41.5

％ 

21.6

％ 

57.1

％ 

66.2

％ 

一 部

実施 

31.2

％ 

15.5

％ 

32.9

％ 

25.9

％ 

労働安全衛生調査（事業所調査）結果に基づ
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2．4．2 監督の状況 

2．4．2．1 監督の実態 

監督官経験者からの情報提供によれば 37、

リスクアセスメントを実施しようとしてい

るが、KY（危険予知訓練）の点数付けに終

っている事業場も多数みられるとのことで

ある。なお、KYは基本的に作業前に作業

者が各作業場で行うものであり、管理的対

策や保護具の着用を予定するものである点

で事業者が事業場を対象として、本質的対

策や工学的対策を含めて検討するリスクア

セスメントとは異なる 38。 

また、化学物質のリスクアセスメントに

おいては、安衛法施行令別表 9に掲げられ

ているリスクアセスメント対象物質が多い

ことや、複数の名称を有する化学物質があ

り、安全衛生関係法令において用いられて

いる名称と慣用名が異なっていたりするこ

となどから、リスクアセスメント実施義務

の対象物質に当たるか否かの判断自体、事

業者にとって困難な場合があるとのことで

ある。こうした事業者に対する指導は個々

の監督官の資質頼みとなっている状況であ

り、監督指導の質の向上に向けて、こうし

た現状を変えるためには、アメリカの国立

労働安全衛生研究所（NIOSH）が刊行して

いる「NIOSH POCKETGUIDE to CHEMICAL 

HAZARD（国立労働安全衛生研究所の化学物

質の危険性に対するポケットガイド）」の

ように化学物質別の詳細な資料を監督官に

配布すべきとのことであった。なお、同ポ

ケットガイドは労働者、使用者、労働衛生

の専門家らへの情報提供を目的とするもの

であり、オンライン上で公開されている 39。 

 

2．4. 2．2 判決からみる監督実例 

 日本総合住生活ほか事件・東京地判平成

28・9・12労判 1206 号 65頁及び同事件・

東京高判平成 30・4・26労判 1206号 46頁

は、2013（平成 25）年 1月 10日、Xが Y

社代表者から指示された枝を剪定する作業

をするために、安全帯を外して当該枝の付
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質を使用していると回答する事業所は

78％、使用していないと回答する事業所は

9.5％であり、不明等の割合は 12.5％であ

るが、安衛法第 57 条の 2 に該当しないが

危険有害性がある化学物質（すなわち、安

衛法第 28 条の 2 に該当する化学物質）を
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使用していないと回答する事業所は 8.9％、

不明等の割合は 41.3％である。不明と回
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学物質を使用している事業所が含まれる可
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2．4．2 監督の状況 

2．4．2．1 監督の実態 

監督官経験者からの情報提供によれば 37、

リスクアセスメントを実施しようとしてい

るが、KY（危険予知訓練）の点数付けに終

っている事業場も多数みられるとのことで

ある。なお、KY は基本的に作業前に作業

者が各作業場で行うものであり、管理的対

策や保護具の着用を予定するものである点

で事業者が事業場を対象として、本質的対

策や工学的対策を含めて検討するリスクア

セスメントとは異なる 38。 

また、化学物質のリスクアセスメントに

おいては、安衛法施行令別表 9に掲げられ

ているリスクアセスメント対象物質が多い

ことや、複数の名称を有する化学物質があ

り、安全衛生関係法令において用いられて

いる名称と慣用名が異なっていたりするこ

となどから、リスクアセスメント実施義務

の対象物質に当たるか否かの判断自体、事

業者にとって困難な場合があるとのことで

ある。こうした事業者に対する指導は個々

の監督官の資質頼みとなっている状況であ

り、監督指導の質の向上に向けて、こうし

た現状を変えるためには、アメリカの国立

労働安全衛生研究所（NIOSH）が刊行して

いる「NIOSH POCKETGUIDE to CHEMICAL 

HAZARD（国立労働安全衛生研究所の化学物

質の危険性に対するポケットガイド）」の

ように化学物質別の詳細な資料を監督官に

配布すべきとのことであった。なお、同ポ

ケットガイドは労働者、使用者、労働衛生

の専門家らへの情報提供を目的とするもの

であり、オンライン上で公開されている 39。 

 

2．4. 2．2 判決からみる監督実例 

 日本総合住生活ほか事件・東京地判平成

28・9・12労判 1206 号 65 頁及び同事件・

東京高判平成 30・4・26労判 1206号 46頁

は、2013（平成 25）年 1月 10日、Xが Y

社代表者から指示された枝を剪定する作業

をするために、安全帯を外して当該枝の付
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近に移動し、枝を落とす作業をしようとし

た際に、本件樹木から落下したことにより

受傷し、四肢体幹機能障害等の後遺障害が

生じた事案である。同月 11日、所轄労働

基準監督署の調査官により、本件事故の調

査が行われ、被告 Y社代表者は、調査官に

対し、本件工事の概要や、本件事故状況等

について説明したこと、同年 1月 31日、

所轄労働基準監督署が下記の事項を指導し

たことが認定されている。 

①立木の剪定等高所作業を行う場合は、高

所作業車の導入等、より安全に作業が行え

る方法を採用すること。 

②上記①の方法が採用できない場合は、作

業時、移動時に係わらず、安全帯を取り付

けることが可能な措置を講じること。 

③高所作業等の危険有害業務については、

作業ごとに作業標準を作成し、作成した作

業標準により労働者に安全教育を行うこ

と。 

④高所作業等の危険有害業務について、工

事開始前にリスクアセスメントを実施し、

必要なリスク低減措置を反映させた作業計

画を策定し、当該作業計画に基づき作業を

行うこと。 

 ここで挙げられている指導事項のうち、

①は工学的対策、②・③は管理的対策をと

ることを指導するものといえるが、結局の

ところ、④のリスクアセスメントが適切に

実施されていたとすれば、①乃至③のよう

な対策がとられ、本件事故は防げた可能性

があることがうかがわれる。 

 

2．4．3 リスクアセスメントの支援ツー

ル 

 厚生労働省「職場のあんぜんサイト」で

は、「リスクアセスメントの実施支援シス

テム」として、小規模事業場を対象として、

建設業、製造業、サービス業、運輸業の業

種・作業別にリスクアセスメントのツール

を提供している。ここでは、全業種につい

て、マトリクスを用いた方法のツールが、

鋳物製造業・食品加工作業・ビルメンテナ

ンス業・産業廃棄物処理業・自動車整備業

では、数値化による方法も併せて提供され

ている（図表 2-7）。また、同じく「職場

のあんぜんサイト」の「化学物質のリスク

アセスメント実施支援」では、厚生労働省

が作成した様々な支援ツールの他、国内外

の研究機関が開発した様々なリスクアセス

メント支援ツールをウェブサイト上で紹介

している。これらは、主に「リスクの見積

もり」に対する支援を内容とするものであ

り、リスク低減措置の検討は別途行う必要

がある。支援ツールの中には、行政通達

（平成 27・9・18基発 0918第 3号）の中

でも記載されているコントロールバンディ

ングや ECETOC TRAのほか、第 13次労働災

害防止計画の下で開発された簡易なリスク

アセスメントツール（クリエイト・シンプ

ル、リアルタイムモニターを用いたリスク

アセスメントガイドブックなど）も含まれ

る（図表 2-8）。 

 上記の他、厚生労働省ウェブサイト 40で

も厚生労働省、中央労働災害防止協会、

（社）日本労働安全衛生コンサルタント会

が作成したリスクアセスメント等関連資

料・教材一覧を公表している。 
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 なお、労働省に入省し、化学物質管理

（リスクアセスメント）に係る法令改正等

にも携わられた柳川行雄氏は、簡易なリス

クアセスメントツールのメリットとデメリ

ットとして以下の点をそのウェブサイト上

で指摘する 41。メリットとしては、①実施

にコストがかからず、②専門家がいない中

小企業においても実施が可能であること、

③評価結果についてどこまで信頼して良い

か（どこまでは信頼してはならないか）が

明らかになっていること、④GHS分類を利

用することなどにより、測定方法が確立し

ていなかったり、ばく露限界値や許容濃度

等が設定されていない化学物質についても

リスクアセスメントが可能であることが挙

げられる。他方、デメリットとしては、①

簡易なリスクアセスメントツールにおいて

は、安全率を高くとる傾向にあるため、過

大な対策が求められる傾向にあること、②

このことが、結果として、対策をせず放置

したり、次善の策をとることに繋がり、か

えって職場の危険性を増大させることにな

るおそれがあること、③実際の職場の状況

は複雑であるため、どのように入力するべ

きか、一定の知識・ノウハウがないと分か

らない場合があること、④化学物質を特殊

な使用条件で用いる場合、リスクが正しく

評価されないこと、⑤GHS分類・区分がさ

れていない物質について、リスクが低く評

価されてしまう傾向にあること、⑥メリッ

トの②とはコインの表裏の関係となるが、

ツールはブラックボックスなので、実施者

や管理者が、リスクの意味や危険性を現実

のものとして理解しにくく、また、実施者

の知識・ノウハウの向上が期待しにくいこ

と、また、⑦デメリットの③とも関わるが、

異なる条件下にあるものが同じものとして

扱われる結果、リスクを低減させようとす

る努力が評価されず、意味のない対策がと

られるおそれがあることが挙げられる。簡

易なリスクアセスメントツールについては、

こうした特性を踏まえた上で、結果を無条

件に信頼することなく使用することが重要

といえる。また、必要に応じて、より詳細

なリスクアセスメントを実施すること、そ

の際、専門知識を有する専門家等を関与さ

せることなども重要である。 

 

2．4．4 リスクアセスメントの実施例 

 厚生労働省委託事業に基づき株式会社イ

ンターリスク総研がまとめた「平成 23年

度中小零細規模事業場集団リスクアセスメ

ント研修事業 リスクアセスメント実施事

例集」（厚生労働省ウェブサイト

（https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouk

ijun/anzeneisei14/index.html）において

入手可能 最終閲覧日：2022（令和 4）年

8月 24日）においては、食料品製造業、

金属製品製造業、木材・木製品製造業、一

般機械器具製造業、その他のそれぞれにつ

いて実施例が写真と共に紹介されている 42。

以下では、その中から、複数の作業につい

てリスクの見積もりがなされ、工学的対

策・管理的対策がとられた 1例をとりあげ

る（図表 2-9）。なお、ここでの「リスク

の見積り」については、研修参加者が実施

した事業場における実施事例であり、事業

場の実態により発生可能性の度合い、重篤

度の見積りは異なりうる。そこで、事例集

では、このことについて注意喚起がなされ

ている。 
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 なお、労働省に入省し、化学物質管理

（リスクアセスメント）に係る法令改正等

にも携わられた柳川行雄氏は、簡易なリス

クアセスメントツールのメリットとデメリ

ットとして以下の点をそのウェブサイト上

で指摘する 41。メリットとしては、①実施

にコストがかからず、②専門家がいない中

小企業においても実施が可能であること、

③評価結果についてどこまで信頼して良い

か（どこまでは信頼してはならないか）が

明らかになっていること、④GHS分類を利

用することなどにより、測定方法が確立し

ていなかったり、ばく露限界値や許容濃度

等が設定されていない化学物質についても

リスクアセスメントが可能であることが挙

げられる。他方、デメリットとしては、①

簡易なリスクアセスメントツールにおいて

は、安全率を高くとる傾向にあるため、過

大な対策が求められる傾向にあること、②

このことが、結果として、対策をせず放置

したり、次善の策をとることに繋がり、か

えって職場の危険性を増大させることにな

るおそれがあること、③実際の職場の状況

は複雑であるため、どのように入力するべ

きか、一定の知識・ノウハウがないと分か

らない場合があること、④化学物質を特殊

な使用条件で用いる場合、リスクが正しく

評価されないこと、⑤GHS分類・区分がさ

れていない物質について、リスクが低く評

価されてしまう傾向にあること、⑥メリッ

トの②とはコインの表裏の関係となるが、

ツールはブラックボックスなので、実施者

や管理者が、リスクの意味や危険性を現実

のものとして理解しにくく、また、実施者

の知識・ノウハウの向上が期待しにくいこ

と、また、⑦デメリットの③とも関わるが、

異なる条件下にあるものが同じものとして

扱われる結果、リスクを低減させようとす

る努力が評価されず、意味のない対策がと

られるおそれがあることが挙げられる。簡

易なリスクアセスメントツールについては、

こうした特性を踏まえた上で、結果を無条

件に信頼することなく使用することが重要

といえる。また、必要に応じて、より詳細

なリスクアセスメントを実施すること、そ

の際、専門知識を有する専門家等を関与さ

せることなども重要である。 

 

2．4．4 リスクアセスメントの実施例 

 厚生労働省委託事業に基づき株式会社イ

ンターリスク総研がまとめた「平成 23年

度中小零細規模事業場集団リスクアセスメ

ント研修事業 リスクアセスメント実施事

例集」（厚生労働省ウェブサイト

（https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouk

ijun/anzeneisei14/index.html）において

入手可能 最終閲覧日：2022（令和 4）年

8月 24日）においては、食料品製造業、

金属製品製造業、木材・木製品製造業、一

般機械器具製造業、その他のそれぞれにつ

いて実施例が写真と共に紹介されている 42。

以下では、その中から、複数の作業につい

てリスクの見積もりがなされ、工学的対

策・管理的対策がとられた 1例をとりあげ

る（図表 2-9）。なお、ここでの「リスク

の見積り」については、研修参加者が実施

した事業場における実施事例であり、事業

場の実態により発生可能性の度合い、重篤

度の見積りは異なりうる。そこで、事例集

では、このことについて注意喚起がなされ

ている。 
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 金属製品製造業のタップ加工が行われる

職場において行われたリスクアセスメント

とその結果は下記のとおりである。同職場

では、①機械の付帯設備にトラブルが発生

し、機械側の非常停止用ボタンを押し付帯

設備の処置を行う際、機械側と付帯側の非

常停止が同期してないため、付帯側の非常

停止用ボタンを押さないと、付帯設備処置

中に動き出し挟まれるおそれ、②材料供給

用スライドコンベアーが上昇する際、スラ

イド部とカバーの隙間に手を入れ挟まれる

おそれ等が予想された。①については、リ

スクの見積もりにおいて、重篤度は致命

的・重大、発生可能性は高く、優先度は高

い（直ちに解決すべき、又は重大なリスク

がある）と評価され、リスクの低減対策と

して、機械側と付帯側の非常停止ボタンを

同期させる工学的対策がとられた。対策後

のリスクの見積もりにおいては、重篤度は

中程度、発生可能性はありと評価され、優

先度も中程度（速やかにリスク低減措置を

講ずる必要のあるリスクがある）と評価さ

れた。そこで、トラブル発生時にはどちら

かのボタンを押してから作業をするとの教

育を行う対策がとられることとなった。他

方、②については、重篤度は中程度、発生

可能性はありと評価され、優先度は中程度

とされた。対策としては、手が入らないよ

うカバーをすることとなり、その後の見積

もりにおいては、重篤度は軽度、発生可能

性はほとんどなく、優先度は低い（必要に

応じてリスク低減措置を実施すべきリスク

がある）と評価されている。 

 

2．5 関係判例 

2．5．1 日本化学工業事件・東京地判昭

和 56・9・28判時 1017号 34頁 

＜事案の概要＞ 

 クロム化合物製造に従事する労働者が作

業中のクロム粉じんの大量ばく露により鼻

中隔穿孔、肺がん等の疾病に罹患したこと

を理由として、不法行為に基づく損害賠償

請求がなされた事案である。 

＜判旨＞ 

同判決は、「およそ、化学企業が労働者

を使用して有害な化学物質の製造及び取扱

いを開始し、これを継続する場合には、ま

ず当該化学物質の人体への影響等その有害

性について、内外の文献等によって、調

査・研究を行い、その毒性に対応して職場

環境の整備改善等、労働者の生命・健康の

保持に努めるべき義務を負うことは言うま

でもない。また、予見すべき毒性の内容は、

肺がん等の発生という重篤な健康被害の発

生が指摘されている事実で十分であり、

個々の具体的症状の内容や発症機序、原因

物質の特定、統計的なエクセス・リスクの

確認等まで要するものではない」との一般

論を述べた上で、昭和 13 年頃には、クロ

ムと肺がん発症の因果関係が明らかとなり、

労災補償の対象疾病にするなどの立法措置

がとられたドイツの状況が日本にも伝えら

れていたところ、Y 社の幹部や工場医がこ

の情報を入手し認識することは容易であっ

たと認定し、クロム化合物の製造に従事す

る労働者に肺がん等の重篤な疾病が発症す

る可能性があることを予見することは容易

であったと判断する。また、さらに、当時

の Y 社社長で創業者は応用化学者で重クロ

ム酸ソーダ等について深い学識を有してい

たこと、六価クロムが鼻中隔穿孔等の障害

を発生させることについて熟知していたこ
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と、Y 社労働者が昭和 10 年に鼻のがんで

死亡したことなどから、クロムによる被害

が呼吸器系のがん等に至る可能性があるこ

とについて調査研究することは至極当然で

あったとする。その上で、こうした調査義

務を尽くしていれば、当時ドイツでとられ

ていた予防措置（工場を完全密閉化し吸塵

装置を設置、鼻中隔穿孔が生じる職場にお

いて 3 年置きに配置転換を実施、毎年胸部

X 線撮影）をとることにより、肺がんの発

生を防止することは可能であったとして、

肺がん等の発生にかかる損害賠償責任を肯

定する。また、「十分な予防措置が完了す

るまでは、労働時間の短縮、早期の配置転

換、労働者の健康管理、予防措置の励行、

発がんの危険のある者に対しては退職の機

会を与えることなどにより、肺がん等の発

生を未然に防止する義務があった」とする。 

＜同判決から導かれる示唆＞ 

 同判決は、本条が制定されるはるか前の

戦前の時点において、国内外の知見を収集

した上で肺がんの発生の可能性について情

報を収集するなどして調査を行い、これを

踏まえて、一定の予防措置をとるべきであ

ったと判示するが、いわゆるリスクアセス

メントとこれに基づくリスク低減措置の実

施を求めるものといえる。また、リスク低

減措置（予防措置）のうち、設備的対策に

より作業環境自体を改善するには一定の時

間を要するところ、それが完了する前に労

働時間の短縮や配置転換等の暫定的措置を

とるべきとした点は、適切なリスク低減措

置の実施に時間を要する場合は、暫定的な

措置を直ちに講ずるものとする現行のリス

クアセスメント指針の内容と繋がるもので

ある。 

 なお、引用は省略したが、同判決は、Y

社の故意責任を否定する判示の中で、「Y

社が労働基準法等取締法規に違反して有害

業務を行わせたからといって、直ちに民事

上の故意責任を構成するものではない。逆

に、Y 社が労働省の規則、通達に定める作

業環境基準（クロム濃度）、その他の法令

に定める規制（労働時間等）を遵守してい

たからといって、民事上違法性がないとは

いえない」としている点は重要である。法

令に定める規制だけを遵守していたのでは

不十分な場合があり、具体的な状況に照ら

してリスクアセスメントを行い、これに基

づきリスク低減措置等をとる必要があると

いえよう。 

 

2．5．2 損害賠償請求事件・東京地判昭

和 61・12・26判タ 644号 161頁 

＜事案の概要＞ 

 本件は、工事現場において、地固めをす

るため、これに用いる転圧機（※正方形の

板状になった鉄製底部を上下に震動させる

ことによって地盤を固める重さ 80㎏の機

械、図表 2-10）を誘導するため、ロープ

で引っ張る補助作業に従事していた日雇い

派遣労働者 Zが、後ずさりした際に足を滑

らせて転倒し、近くにあった増設建物の基

礎として撃ち込まれた鉄筋入りパイルから

突出していた鉄筋の 1本の先端に右顔面頬

部を突き刺し、その衝撃も加わつて手で身

体を支えることができないまま、全体重が

頸部に掛かつたことにより頸髄を骨折損傷

し、その結果死亡するに至ったため、遺族

らが派遣先の Y1社及びその元請企業であ

り、工事現場を統括していた Y2社に対し

て安全配慮義務違反ないし使用者責任（民
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と、Y 社労働者が昭和 10 年に鼻のがんで

死亡したことなどから、クロムによる被害

が呼吸器系のがん等に至る可能性があるこ

とについて調査研究することは至極当然で

あったとする。その上で、こうした調査義

務を尽くしていれば、当時ドイツでとられ

ていた予防措置（工場を完全密閉化し吸塵

装置を設置、鼻中隔穿孔が生じる職場にお

いて 3 年置きに配置転換を実施、毎年胸部

X 線撮影）をとることにより、肺がんの発

生を防止することは可能であったとして、

肺がん等の発生にかかる損害賠償責任を肯

定する。また、「十分な予防措置が完了す

るまでは、労働時間の短縮、早期の配置転

換、労働者の健康管理、予防措置の励行、

発がんの危険のある者に対しては退職の機

会を与えることなどにより、肺がん等の発

生を未然に防止する義務があった」とする。 

＜同判決から導かれる示唆＞ 

 同判決は、本条が制定されるはるか前の

戦前の時点において、国内外の知見を収集

した上で肺がんの発生の可能性について情

報を収集するなどして調査を行い、これを

踏まえて、一定の予防措置をとるべきであ

ったと判示するが、いわゆるリスクアセス

メントとこれに基づくリスク低減措置の実

施を求めるものといえる。また、リスク低

減措置（予防措置）のうち、設備的対策に

より作業環境自体を改善するには一定の時

間を要するところ、それが完了する前に労

働時間の短縮や配置転換等の暫定的措置を

とるべきとした点は、適切なリスク低減措

置の実施に時間を要する場合は、暫定的な

措置を直ちに講ずるものとする現行のリス

クアセスメント指針の内容と繋がるもので

ある。 

 なお、引用は省略したが、同判決は、Y

社の故意責任を否定する判示の中で、「Y

社が労働基準法等取締法規に違反して有害

業務を行わせたからといって、直ちに民事

上の故意責任を構成するものではない。逆

に、Y 社が労働省の規則、通達に定める作

業環境基準（クロム濃度）、その他の法令

に定める規制（労働時間等）を遵守してい

たからといって、民事上違法性がないとは

いえない」としている点は重要である。法

令に定める規制だけを遵守していたのでは

不十分な場合があり、具体的な状況に照ら

してリスクアセスメントを行い、これに基

づきリスク低減措置等をとる必要があると

いえよう。 

 

2．5．2 損害賠償請求事件・東京地判昭

和 61・12・26判タ 644号 161頁 

＜事案の概要＞ 

 本件は、工事現場において、地固めをす

るため、これに用いる転圧機（※正方形の

板状になった鉄製底部を上下に震動させる

ことによって地盤を固める重さ 80㎏の機

械、図表 2-10）を誘導するため、ロープ

で引っ張る補助作業に従事していた日雇い

派遣労働者 Zが、後ずさりした際に足を滑

らせて転倒し、近くにあった増設建物の基

礎として撃ち込まれた鉄筋入りパイルから

突出していた鉄筋の 1本の先端に右顔面頬

部を突き刺し、その衝撃も加わつて手で身

体を支えることができないまま、全体重が

頸部に掛かつたことにより頸髄を骨折損傷

し、その結果死亡するに至ったため、遺族

らが派遣先の Y1 社及びその元請企業であ

り、工事現場を統括していた Y2 社に対し

て安全配慮義務違反ないし使用者責任（民
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法 715条）に基づく損害賠償を請求したと

いう事案である。 

本件事故現場はパイルを打ち込むため、

地表から 2m の深さに掘り下げられた、

4.5m×5.5m の長方形の穴底であり、その

底に、直径約 45 ㎝のパイルが 12 本が打ち

込まれていた。パイルは建設土台部と連結

するため、全体が地中に打ち込まれている

のではなく、地表から約 60㎝ほど飛び出

た状態となっており、そのうち、上部約

50㎝はパイルのコンクリート部分は破砕

され、中の直径 9mmの鉄筋がパイル 1本に

つき 7 本ずつ剝き出しのまま林立していた。

鉄筋の中には、粉砕作業の技術的制約から

パイルの外側に大きく折れ曲がってしまっ

たもの、その先端が鋭利なものも相当数あ

り、キャップなどの覆いは装着されていな

かった。建築技術上は曲がった鉄筋をまっ

すぐに矯正すると本来の強度を失うこと、

曲がった状態でも建物の基礎としての機能

には何ら支障がないことから、このような

鉄筋の状態は建設工事現場において一般的

であった。Y社の元請会社である Y2 社は

工事現場に高所の足場を設ける次段階の作

業工程に移ると、足場からの転落事故の際、

鉄筋の先端が転落者の身体を刺通するなど

の危険が予測できるとし、社内の規則で鉄

筋の先端にプラスティックキャップを装着

することとしていたが、かかる工程に達し

ていない本件転圧作業の段階では、特段の

危険はないものとして、キャップの装着は

命じていなかった。 

本件補助作業はパイルが密集して打ち込

まれた現場において、鉄筋との身体の接触

を回避することに留意しつつ、転圧機の進

路をこまめに変更しながら作業を進めなけ

ればならないというもので、平易なもので

はなかった。Zは、過去に転圧作業に従事

したことはあるが、本件補助作業形態含め

て転圧作業に習熟していたというわけでは

なかった。 

 Y社らは本件事故現場の状況を掌握して

いたが、補助作業を行わせるに際して、補

助作業の危険性を全く認識しておらず、回

避のために作業工程について具体的指導を

与えたことはなかった。安全管理推進員で

あり、本件事故時に転圧機を操作していた

O もまた、かかる危険性を意識しておらず、

作業に伴う危険を前提として作業手順の打

ち合わせをすることなく、また、作業開始

後も、自らの本件転圧機の操作に気を取ら

れ、同人の動向を全く注視しておらず、前

記方向転換を終えるまで本件事故が発生し

たことにさえ気づかなかつた。 

＜判旨＞ 

「Y社らは、右法律関係に付随する義務と

して、勝元に対し、本件転圧作業ないし本

件補助作業を行わせるに当たり、その生命、

身体及び健康に対する安全を配慮すべき義

務を負つていたものと解すべきであるとこ

ろ、右安全配慮義務の具体的内容は、作業

現場の状況、作業員の作業内容等の具体的

状況に応じて個別的に措定されるべきもの

であつて、必ずしも実定法上使用者の配慮

すべき義務として規定されているか否かに

よつて左右されるものではないから、その

作業現場の状況、作業内容等に照らして勝

元の生命、身体、健康に対する危険の発生

が客観的に予見される以上、右危険を防止

ないし除去するための人的、物的措置を講

ずべき安全配慮義務を負つているものと解

すべきである。」 
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「（狭い本件工事現場でパイルの間を頻繁

に移動しながら重量のある転圧機を誘導し

なければならないという作業態様や本件工

事現場における鉄筋の状況から）右補助作

業に従事する Zが各パイル間を移動中にパ

イルの鉄筋に足を引つかけたり、あるいは

ロープに体重をかけすぎ体勢を崩して転倒

し、本件のような事故の発生する危険が客

観的に存在し、かつ、右危険は本件転圧作

業を命ずる者において容易にこれを予見し

えたものというべきである。したがつて、

Zに対し、前記安全配慮義務を負つていた

Y社らは、前記認定のパイルの鉄筋の突出

状況が建築技術上やむをえないものであつ

たとしても、本件補助作業のような作業を

命ずるに当たつては、右危険の存在を十分

掌握し、…具体的に作業場及び作業員に対

する安全管理を担当する立場にある者を介

して、転圧作業の経験に乏しい Zに対し、

ロープに体重をかけ後ずさりしながら左右

に転圧機を牽引するという不安定で危険な

作業をしないよう指示するとか、鉄筋の先

端にキャップを装着したうえ転圧作業を行

わせるなど Zの生命、身体、健康の安全確

保のため適宜の措置を採らせるとともに、

Zら現場作業員に対してもかかる危険ない

しこれを回避する適宜の措置を周知徹底さ

せ、同人らがかかる危険を回避しあるいは

右危険に対し適切な対応が行えるよう安全

教育を施すべき具体的な注意義務を負つて

いたものというべきである。なお、Y社ら

は、実定法に規定がないことを理由に右義

務のうち鉄筋のキャップ装着義務がない旨

主張するが、これが採用できないものであ

ることは前記説示したところから明らかで

ある。 

 しかるに、Y 社らは、前記認定のとおり、

定期的な安全大会の開催などを通して、一

応作業員の安全に対する配慮を払つていた

ことはうかがわれるものの、本件補助作業

に伴う前記危険に対しては、全くこれに意

を払うことなく、漫然と従来の慣行に従つ

て作業を行わせ、前記の具体的な安全配慮

義務を懈怠したため、本件事故の発生を防

止しえなかつたものというべきであるから、

Y社らは、本件事故によつて生じた損害を

賠償すべき責任があるものといわざるをえ

ない。」 

＜同判決から導かれる示唆＞ 

同判決は、本件事故現場の状況や作業態

様、作業者の経験からすれば、転倒に伴う

事故発生は容易に予見できたとし、鉄筋の

キャップを装着した上で作業を行わせる、

あるいは、不安定な姿勢で作業しないよう

指示したり、「危険を回避しあるいは危険

に対し適切な対応が行えるよう」安全教育

を実施すべき具体的な注意義務を負ってい

たとする。そこで求められる内容はまさに

リスクアセスメントを実施し、これに基づ

くリスク低減措置を採ることであり、同判

決は、これらを怠ったことをもって安全配

慮義務違反を肯定する。同判決は本条が安

衛法に規定されるようになる前の判決では

あるが、法律の規定の有無にかかわらず、

リスクアセスメントとこれに基づくリスク

低減措置の実施が本件具体的事案の下、安

全配慮義務の内容となることを示唆するも

のといえる。なお、同判決の事実認定にお

いて、本件事故以降は、転圧作業時におい

てもキャップを装着するようになったとさ

れている。 
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「（狭い本件工事現場でパイルの間を頻繁

に移動しながら重量のある転圧機を誘導し

なければならないという作業態様や本件工

事現場における鉄筋の状況から）右補助作

業に従事する Zが各パイル間を移動中にパ

イルの鉄筋に足を引つかけたり、あるいは

ロープに体重をかけすぎ体勢を崩して転倒

し、本件のような事故の発生する危険が客

観的に存在し、かつ、右危険は本件転圧作

業を命ずる者において容易にこれを予見し

えたものというべきである。したがつて、

Zに対し、前記安全配慮義務を負つていた

Y社らは、前記認定のパイルの鉄筋の突出

状況が建築技術上やむをえないものであつ

たとしても、本件補助作業のような作業を

命ずるに当たつては、右危険の存在を十分

掌握し、…具体的に作業場及び作業員に対

する安全管理を担当する立場にある者を介

して、転圧作業の経験に乏しい Zに対し、

ロープに体重をかけ後ずさりしながら左右

に転圧機を牽引するという不安定で危険な

作業をしないよう指示するとか、鉄筋の先

端にキャップを装着したうえ転圧作業を行

わせるなど Zの生命、身体、健康の安全確

保のため適宜の措置を採らせるとともに、

Zら現場作業員に対してもかかる危険ない

しこれを回避する適宜の措置を周知徹底さ

せ、同人らがかかる危険を回避しあるいは

右危険に対し適切な対応が行えるよう安全

教育を施すべき具体的な注意義務を負つて

いたものというべきである。なお、Y社ら

は、実定法に規定がないことを理由に右義

務のうち鉄筋のキャップ装着義務がない旨

主張するが、これが採用できないものであ

ることは前記説示したところから明らかで

ある。 

 しかるに、Y 社らは、前記認定のとおり、

定期的な安全大会の開催などを通して、一

応作業員の安全に対する配慮を払つていた

ことはうかがわれるものの、本件補助作業

に伴う前記危険に対しては、全くこれに意

を払うことなく、漫然と従来の慣行に従つ

て作業を行わせ、前記の具体的な安全配慮

義務を懈怠したため、本件事故の発生を防

止しえなかつたものというべきであるから、

Y社らは、本件事故によつて生じた損害を

賠償すべき責任があるものといわざるをえ

ない。」 

＜同判決から導かれる示唆＞ 

同判決は、本件事故現場の状況や作業態

様、作業者の経験からすれば、転倒に伴う

事故発生は容易に予見できたとし、鉄筋の

キャップを装着した上で作業を行わせる、

あるいは、不安定な姿勢で作業しないよう

指示したり、「危険を回避しあるいは危険

に対し適切な対応が行えるよう」安全教育

を実施すべき具体的な注意義務を負ってい

たとする。そこで求められる内容はまさに

リスクアセスメントを実施し、これに基づ

くリスク低減措置を採ることであり、同判

決は、これらを怠ったことをもって安全配

慮義務違反を肯定する。同判決は本条が安

衛法に規定されるようになる前の判決では

あるが、法律の規定の有無にかかわらず、

リスクアセスメントとこれに基づくリスク

低減措置の実施が本件具体的事案の下、安

全配慮義務の内容となることを示唆するも

のといえる。なお、同判決の事実認定にお

いて、本件事故以降は、転圧作業時におい

てもキャップを装着するようになったとさ

れている。 
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2．5．3 東洋精箔事件・千葉地判平成

11・1・18労判 765号 77頁 

＜事案の概要＞ 

本件は、金属箔を製造する千葉の工場で

竪型焼鈍炉（図表 2-11）における焼鈍作

業中、同所に設置されたピット内で作業員

が酸欠死した事故について、その母親が右

事故は Y 社会社の従業員に対する安全配慮

義務違反によるものであるなどとして、債

務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償

を求めた事案である。 

焼鈍炉ではアルゴンガスが用いられてお

り、油槽のオイル量が少なくなるほど、エ

ッジ部分からのガス漏れが生じやすくなる

状況にあった。また、本件ピットは建物床

面から下に 3m の深さで設けられた閉鎖的

な構造で、格別の排気装置もないため、空

気より比重の重いアルゴンガスが漏出した

場合には、ピット内に滞留しやすく、酸欠

状態になるおそれが高い状況にあった。 

千葉工場の責任者は、空気より重いとい

うアルゴンガスの一般的な性質については

認識していたものの、酸欠の可能性につい

ての認識は不十分であり、次長や現場責任

者は、アルゴンガスによる酸欠の危険性に

ついての認識は一応あったものの、具体的

な酸欠の危険性についての認識、予測に欠

けていた。そのため、経験の浅い現場作業

員に対しても、ガス漏れ及び酸欠状態発生

の原理や具体的なおそれに関する指導、教

育はされておらず、アルゴンガスの危険性

及び酸欠の危険性は周知徹底されていなか

った。本件事故当時、千葉工場では、ガス

漏れ事故防止対策として、ガス圧の調整

（圧力計、流量計の確認とマノメーターに

よる炉内圧の管理）、オイルレベルの管理

と、携帯式酸素測定器での本件ピット内の

酸素濃度の測定等の安全管理対策を採って

いたが、このうち、ある程度技術が必要な

ガス圧の調整は、経験の浅い作業者が 1 人

で担当することもあり、マノメーターや圧

力計、流量計等の計器類の確認がピットに

入る前になされていない状況にあった。さ

らに、酸素測定は週に 1、2 回程度行われ

る程度で酸素測定器の存在すら知らない作

業員もいた上、酸素欠乏状態になったとき

の対処（被害者救出、連絡、対応）や酸素

吸入器の使い方についても十分に教育され

ていなかった。加えて、2 人 1 組体制も実

際には守られておらず、会社が注意をする

こともなかった。 

なお、過去に秋田工場において密閉式ピ

ット内でアルゴンガスによる酸欠死亡事故

が起きており、同工場ではそれ以降、酸欠

事故対策として、オイルレベルゲイジの取

り付け、ピット内の強制排気装置の取り付

け、チェックシートによる点検管理の実施

（安全確認システムの確立）、酸素濃度測

定器の設置とピット立入りの際の酸素濃度

の測定等の安全対策が講じられるようにな

っており、かつ、事故当時、秋田工場長を

務めていた者が千葉工場の責任者を務めて

いたが、千葉工場ではこうした対策はとら

れていなかった。 

＜判旨＞ 

「Y 社としては、アルゴンガスによる酸欠

事故を防止し、従業員の生命・身体を守る

べき注意義務があり、そのためには、千葉

工場で使用されるガスの性質、危険性、酸

欠事故の発生の可能性と酸欠状態発生のメ

カニズムについて従業員に周知徹底させ、

本件ピットにおける炉内ガス圧の調整、油
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槽のオイル量の確認、調整を適切に行うと

共に、マノメーター（※炉内圧を管理する

もの、図表 2-12）、酸素濃度計等の計器類

の事前確認、2 名作業体制等の安全管理体

制の確立、酸欠事故が発生した場合の救助

システムの確立を図り、また、本件焼鈍炉

においてガス漏れが発生する場合に備えて、

常設の酸素濃度計及び酸素濃度が低下し過

ぎたり、油槽のオイル量が減少し過ぎた場

合の警報装置、強制排気装置ないし外気導

入装置等を設置して酸欠事故を防ぐべき雇

用契約上の注意義務（安全配慮義務）があ

るといえる。」 

「本件事故は、Y 社のアルゴンガスの危険

性及びアルゴンガス漏れによる酸欠事故の

危険性に対する認識が不十分であったため、

現場の作業員にかかる危険性の周知がされ

ておらず、しかも酸欠事故防止のための教

育指導、安全管理体制や安全装置の設置、

酸欠事故発生の場合の対応措置等がいずれ

も不十分であったために生じたものと認め

られ、Y 社が、従業員を酸欠事故の発生す

るおそれのある場所で作業させていること

や実際に秋田工場のピット内で酸欠事故が

発生していることを考慮して、ガス圧の調

整・管理に十分注意するとともに、計器類

の確認や酸素濃度の測定、二人作業体制等

の教育指導、安全管理を徹底し、本件ピッ

ト内に排気装置や警報装置などの安全装置

等を設置していれば、本件事故は発生しな

かったものと考えられるのであって、Y 社

には、従業員の生命、身体に対する安全配

慮義務を怠った過失が認められ、Y 社は、

本件事故により亡 Z が死亡したことについ

て、債務不履行ないし不法行為上の責任を

負うというべきである。 

 Y 社は、本件ピットが労働安全衛生法、

同法施行令、酸素欠乏症等防止規則におい

て酸素欠乏危険場所とされておらず、また、

従前監督官署からの指導、勧告を受けたこ

ともないと主張するが、酸素欠乏症等防止

規則 22 条の 2 によれば、酸素欠乏危険場

所の指定の有無にかかわらず、タンク、反

応塔等の安全弁等から排出される不活性気

体が流入するおそれがあり、かつ、通風又

は換気が不十分な場所で労働者を作業させ

る場合には、不活性気体が当該場所に滞留

することを防止するための対策を講じる必

要があるとされており…、また、前述のと

おりの本件ピットの構造や、アルゴンガス

を使用していることから、本件ピット内に

アルゴンガス漏れが生じて滞留するおそれ

のあることは容易に予測しうると考えられ

ることからすれば、本件ピットが酸素欠乏

危険場所に指定されていないことなどをも

って、Y 社の責任が回避されるということ

は到底できない。」 

 なお、亡 Z が 1 人で作業を行っているこ

とや事前に計器類を確認しなかったことに

ついては、Y 社側の教育指導状況や亡 Z が

入社後 6 か月しか経過していないことに照

らし、これを過失相殺において考慮するこ

とは相当ではないと判断されている。 

＜同判決から導かれる示唆＞ 

 本件酸欠事故は、従業員を指導すべき立

場にある責任者らが具体的な酸欠の危険性

に関する認識を欠いており、結果として、

酸欠事故防止に必要となる指導や周知が不

十分であったり、あるいは必要な安全対策

がとられてこなかったことなどから発生し

たものといえる。別地域の工場で類似事故

が発生していることに照らせば、本件ピッ

－ 774 －



分担研究報告書（石﨑 由希子） 

 

槽のオイル量の確認、調整を適切に行うと

共に、マノメーター（※炉内圧を管理する

もの、図表 2-12）、酸素濃度計等の計器類

の事前確認、2 名作業体制等の安全管理体

制の確立、酸欠事故が発生した場合の救助

システムの確立を図り、また、本件焼鈍炉

においてガス漏れが発生する場合に備えて、

常設の酸素濃度計及び酸素濃度が低下し過

ぎたり、油槽のオイル量が減少し過ぎた場

合の警報装置、強制排気装置ないし外気導

入装置等を設置して酸欠事故を防ぐべき雇

用契約上の注意義務（安全配慮義務）があ

るといえる。」 

「本件事故は、Y 社のアルゴンガスの危険

性及びアルゴンガス漏れによる酸欠事故の

危険性に対する認識が不十分であったため、

現場の作業員にかかる危険性の周知がされ

ておらず、しかも酸欠事故防止のための教

育指導、安全管理体制や安全装置の設置、

酸欠事故発生の場合の対応措置等がいずれ

も不十分であったために生じたものと認め

られ、Y 社が、従業員を酸欠事故の発生す

るおそれのある場所で作業させていること

や実際に秋田工場のピット内で酸欠事故が

発生していることを考慮して、ガス圧の調

整・管理に十分注意するとともに、計器類

の確認や酸素濃度の測定、二人作業体制等

の教育指導、安全管理を徹底し、本件ピッ

ト内に排気装置や警報装置などの安全装置

等を設置していれば、本件事故は発生しな

かったものと考えられるのであって、Y 社

には、従業員の生命、身体に対する安全配

慮義務を怠った過失が認められ、Y 社は、

本件事故により亡 Z が死亡したことについ

て、債務不履行ないし不法行為上の責任を

負うというべきである。 

 Y 社は、本件ピットが労働安全衛生法、

同法施行令、酸素欠乏症等防止規則におい

て酸素欠乏危険場所とされておらず、また、

従前監督官署からの指導、勧告を受けたこ

ともないと主張するが、酸素欠乏症等防止

規則 22 条の 2 によれば、酸素欠乏危険場

所の指定の有無にかかわらず、タンク、反

応塔等の安全弁等から排出される不活性気

体が流入するおそれがあり、かつ、通風又

は換気が不十分な場所で労働者を作業させ

る場合には、不活性気体が当該場所に滞留

することを防止するための対策を講じる必

要があるとされており…、また、前述のと

おりの本件ピットの構造や、アルゴンガス

を使用していることから、本件ピット内に

アルゴンガス漏れが生じて滞留するおそれ

のあることは容易に予測しうると考えられ

ることからすれば、本件ピットが酸素欠乏

危険場所に指定されていないことなどをも

って、Y 社の責任が回避されるということ

は到底できない。」 

 なお、亡 Z が 1 人で作業を行っているこ

とや事前に計器類を確認しなかったことに

ついては、Y 社側の教育指導状況や亡 Z が

入社後 6 か月しか経過していないことに照

らし、これを過失相殺において考慮するこ

とは相当ではないと判断されている。 

＜同判決から導かれる示唆＞ 

 本件酸欠事故は、従業員を指導すべき立

場にある責任者らが具体的な酸欠の危険性

に関する認識を欠いており、結果として、

酸欠事故防止に必要となる指導や周知が不

十分であったり、あるいは必要な安全対策

がとられてこなかったことなどから発生し

たものといえる。別地域の工場で類似事故

が発生していることに照らせば、本件ピッ
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トにおいて酸欠事故が発生するおそれがあ

るというシナリオは特別な調査をせずとも

抽出可能とも思われるが、責任者らは、ア

ルゴンガスに係る抽象的な知識を本件ピッ

トの具体的状況にあてはめて考えようとし

なかったといえる。結果として、また、危

険性をより詳細に把握するための調査等や

必要な管理対策もとられなかったというこ

とであり、リスクアセスメントやこれに基

づくリスク低減措置がとられていなかった

といえる。同判決が、本件ピットが酸欠則

の適用対象となる酸素欠乏危険場所には指

定されていないことが安全配慮義務違反の

成否に影響しないと判断した点は重要であ

り、リスクアセスメントやこれに基づく措

置が特別規則が直接適用されるか否かにか

かわらず、広く適用されうることを示唆す

るものといえる。 

 

2．5．4 日本総合住生活ほか事件・東京

地判平成 28・9・12 労判 1206 号 65 頁及び

同事件・東京高判平成 30・4・26 労判

1206号 46頁 

＜事案の概要及び判旨＞ 

本件は、植物管理工事の第二次下請企業

である Y3 社に勤務する X が、Y3 社の代表

者から指示された枝を剪定する作業をする

ために、安全帯を外して当該枝の付近に移

動し、枝を落とす作業をしようとした際に、

本件樹木から落下したことにより受傷し、

四肢体幹機能障害等の後遺障害が生じたと

いうものである。X は、元請企業である Y1

社と第一次下請企業である Y2 社、Y3 社及

び同社代表者に対し、安全配慮義務違反等

に基づく損害賠償請求をした。1 審判決は、

X が剪定作業に従事した経験がないことや

造園業界の一般的認識に照らせば、1 丁掛

けの安全帯（図表 2-12-1）を使用する場

合、作業場所の移動時においては、両手及

び片足の 3 点支持の方法等によることなど

安全確保の方法を具体的に指導すべきであ

ったのにこれを怠ったとして、Y3 社及び

同社代表者の安全配慮義務違反を認めたが、

2 審判決は、2 丁掛けの安全帯（図表 2-

13）を提供し、その使用方法を指導し、こ

れを使用させる義務があったのにこれを怠

ったという理由に安全配慮義務違反を認め

た。2 審判決は、その際、「街路樹剪定ハ

ンドブック」の改訂版には、安全帯を掛け

替えるときに事故が発生していることを受

けて安全帯の二丁掛けが考案され、近年注

目され始めている旨が記載されていたこと

や本件事故後、Y1 社が植物管理工事に従

事する作業者らに 2 丁掛けの安全帯を交付

してその使用を指示したことなどを考慮し

ている。また、本件事故当時、2 丁掛けの

安全帯が造園業界で一般的でないとしても、

1 丁掛けの安全帯では安衛則 518 条 2 項が

予定している「労働者の危険を防止するた

めの措置」が何ら講ぜられていない状態が

発生するとして、2 丁掛けの安全帯を使用

させる義務があったとする。 

なお、1 審判決は、Y1 社は作業について

具体的に指示をしていないこと、Y2 社は

安全衛生に関する事項を Y3 社に指示する

などしていたが一般的にとどまるとして、

Y1 社及び Y2 社は安全配慮義務を負うとは

いえないと判断したが、2 審判決は、Ｙ2

社は安全衛生事項、を Y3 社に指示し、そ

の指示が Y3 社の労働者への指示となって

いたこと、Y1 社は Y2 社に対して安全指示

書のやり取り等を行っており、これがひい
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ては Y3 社及び同社の労働者への指示にな

っていたことから、Y1/Y2 社はいずれも安

全配慮義務を負うと判断し、また、本件事

案の下、安全帯は 1 丁掛けのものでも安全

確保は十分であるとの誤った認識の下で指

示を行っていたとして、安全配慮義務違反

を認めている点に特徴がある 43。 

＜判旨から導かれる示唆＞ 

 同判決は、安全配慮義務違反の認定に際

し、改訂された「街路樹剪定ハンドブッ

ク」に記載された、2丁掛けの安全帯の利

用というより安全な危険防止措置をとるこ

とを求め、これを怠ったことについて、元

請企業、第一次下請企業、第二次下請企業

の安全配慮義務違反を認める。かかる判断

は、2丁掛けの安全帯が、元請企業の指示

の下、本件事故後に使用されていることを

も踏まえたものではあるが、この措置が、

本件事故当時における造園業界の一般的な

状況と比べて、より先進的な内容であった

ことを踏まえると、事業者らにとってやや

厳しい判断であるようにもみえる。ただし、

リスクアセスメントの実施が、「新たな安

全衛生に係る知見」等により、従前想定さ

れていた危険性に変化が生じたときに求め

られることなどを踏まえると、この点をよ

り明確にしたものとみることもできる。 

 
Ｄ．考察及びＥ．結論 
安衛法第 28 条及び第 28 条の 2 はいずれ

も、労働安全衛生関係法令をただ遵守して

いただけでは防ぎきれない労働災害や健康

障害をいち早く防止するために設けられた

規定であるといえる。上記規定に基づく指

針、通達は、科学技術の進歩や新たな知見

の確立、また、背景となる災害の発生によ

り発展してきているといえる。 

安衛法第 28 条は危害防止基準をより具

体化・詳細化した指針の公表について定め

る規定である。健康障害防止指針には、特

化則や有機則等の特別規則によってその時

点においては規制されていない化学物質に

ついて、適切な作業環境管理や作業管理に

係る措置をとるべきことを行政が指導する

根拠を与えるものとなっており、こうした

行政による指導等を通じて事業者の自主的

な取り組みを促す機能がある。安衛法第

28 条に基づく指針に規定されている内容

を遵守していなかった場合に、それが直ち

に使用者の安全配慮義務等の違反を導くか

については慎重な検討が必要とはなるが、

具体的状況によっては、義務違反が肯定さ

れたり、あるいは、技術上の指針に則して

いないことをもって、製造物責任法 3 条に

いう「瑕疵」が認められやすくなるなど、

民事責任の成否に影響を与える可能性もあ

る。 

安衛法第 28 条の 2 は、事業者はリスク

アセスメントを実施し、これに基づきリス

ク低減措置等を実施する努力義務を課す規

定である。リスクアセスメント等の実施に

ついては、所定の物質との関係では、安衛

法第 57 条の 3 に基づき、事業者に義務付

けがされているが、安衛法第 28 条の 2 は、

安衛法第 57 条の 3 がカバーしない範囲の

化学物質や機械・設備等についてリスクア

セスメント等の実施を促すものである。と

ころで、本条制定以前の安全配慮義務違反

や注意義務違反が問題となった裁判例では、

法令上の規制の有無にかかわらず、具体的

状況に応じて事業者に安全配慮義務の履行

を求める傾向がうかがわれる。そうしたこ
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ては Y3 社及び同社の労働者への指示にな

っていたことから、Y1/Y2 社はいずれも安

全配慮義務を負うと判断し、また、本件事

案の下、安全帯は 1 丁掛けのものでも安全

確保は十分であるとの誤った認識の下で指

示を行っていたとして、安全配慮義務違反

を認めている点に特徴がある 43。 

＜判旨から導かれる示唆＞ 

 同判決は、安全配慮義務違反の認定に際

し、改訂された「街路樹剪定ハンドブッ

ク」に記載された、2丁掛けの安全帯の利

用というより安全な危険防止措置をとるこ

とを求め、これを怠ったことについて、元

請企業、第一次下請企業、第二次下請企業

の安全配慮義務違反を認める。かかる判断

は、2丁掛けの安全帯が、元請企業の指示

の下、本件事故後に使用されていることを

も踏まえたものではあるが、この措置が、

本件事故当時における造園業界の一般的な

状況と比べて、より先進的な内容であった

ことを踏まえると、事業者らにとってやや

厳しい判断であるようにもみえる。ただし、

リスクアセスメントの実施が、「新たな安

全衛生に係る知見」等により、従前想定さ

れていた危険性に変化が生じたときに求め

られることなどを踏まえると、この点をよ

り明確にしたものとみることもできる。 

 
Ｄ．考察及びＥ．結論 
安衛法第 28 条及び第 28 条の 2 はいずれ

も、労働安全衛生関係法令をただ遵守して

いただけでは防ぎきれない労働災害や健康

障害をいち早く防止するために設けられた

規定であるといえる。上記規定に基づく指

針、通達は、科学技術の進歩や新たな知見

の確立、また、背景となる災害の発生によ

り発展してきているといえる。 

安衛法第 28 条は危害防止基準をより具

体化・詳細化した指針の公表について定め

る規定である。健康障害防止指針には、特

化則や有機則等の特別規則によってその時

点においては規制されていない化学物質に

ついて、適切な作業環境管理や作業管理に

係る措置をとるべきことを行政が指導する

根拠を与えるものとなっており、こうした

行政による指導等を通じて事業者の自主的

な取り組みを促す機能がある。安衛法第

28 条に基づく指針に規定されている内容

を遵守していなかった場合に、それが直ち

に使用者の安全配慮義務等の違反を導くか

については慎重な検討が必要とはなるが、

具体的状況によっては、義務違反が肯定さ

れたり、あるいは、技術上の指針に則して

いないことをもって、製造物責任法 3 条に

いう「瑕疵」が認められやすくなるなど、

民事責任の成否に影響を与える可能性もあ

る。 

安衛法第 28 条の 2 は、事業者はリスク

アセスメントを実施し、これに基づきリス

ク低減措置等を実施する努力義務を課す規

定である。リスクアセスメント等の実施に

ついては、所定の物質との関係では、安衛

法第 57 条の 3 に基づき、事業者に義務付

けがされているが、安衛法第 28 条の 2 は、

安衛法第 57 条の 3 がカバーしない範囲の

化学物質や機械・設備等についてリスクア

セスメント等の実施を促すものである。と

ころで、本条制定以前の安全配慮義務違反

や注意義務違反が問題となった裁判例では、

法令上の規制の有無にかかわらず、具体的

状況に応じて事業者に安全配慮義務の履行

を求める傾向がうかがわれる。そうしたこ
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とからすると、安衛法第 28 条の 2 は努力

義務ではあるものの、これを怠った結果と

して労災事故や健康障害が生じた場合には、

事業者に民事損害賠償責任が生じうる可能

性がある。その意味では、むしろ安衛法第

28 条の 2 は労働災害防止のために事業者

が従うべき基本的な行為規範を示すものと

も理解しうる。化学物質管理との関係では、

自律的管理型規制への移行に向けて行われ

た 2022（令和 4）年 5 月の省令改正により、

全ての危険有害な化学物質について、SDS

やラベル表示による情報伝達とリスクアセ

スメント等の実施について事業者の（努

力）義務とされたが、このことはリスクを

評価し、それを踏まえてリスク低減措置を

選択し実行するという事業者の基本的な行

為規範をより明確化しようとするものとい

える 44。 

もっとも、リスクアセスメントとこれに

基づく事後措置の実施については実効性の

確保が今後の課題として残る。国による支

援ツールやマニュアル・パンフレットの提

供、好事例の紹介は有効な一手段といえる

が、そもそもリスクアセスメントを実施す

る必要を感じなければ、その支援ツールへ

のアクセスには至らない 45。また、簡易ツ

ール等を用いて形式的にリスクアセスメン

トを実施したとしても、リスクの内容を的

確に評価し 46、それを踏まえた相応の対応

をしなければ労働災害防止という観点から

無意味なものとなってしまう。ときとして、

適切な対応を行うためには、専門家の関与

も必要となるが、その必要性自体認識され

ない可能性もある 47。 

事業者が、自らの職場における危険性・

有害性について具体的に認識していないケ

ースでは、特にリスクアセスメントが形骸

化するおそれが生じうる。各職場における

安全意識の醸成のほか 4849、リスクアセス

メントの前提となる知識や情報の流通・伝

達もまた必要となる 50。また、リスクアセ

スメントが適切になされていない事業者に

対する行政監督権限の行使や専門家による

助言も重要であるが、適切な監督・助言を

行うためには、行政・民間双方における人

材育成もまた重要となる 51。 
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【図表 1-1：スリップフォーム工法】 
JFE シビル株式会社ウェブサイト「煙突スリップフォーム工法」（https://www.jfe-
civil.com/infra/tokkou/goodfor_high07.htm 最終閲覧日：2022（令和 4）年 8 月 26 日） 
 

 

※ スリップフォーム工法とは、型枠や足場を装着したジャッキがロッドを上昇して

いくことにより、 連続的なコンクリート打設作業が可能となる工法。型枠をスライドさせ

ながらコンクリート壁を構築できるため、大型の足場が不要である、ステップ毎の型枠解

体が不要で、工期短縮できるというメリットがある。 
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【図表 1-2：バーナ】 
アズビル株式会社ウェブサイト「COMPO CLUB」
（https://www.compoclub.com/products/knowledge/fsg/fsg1.html 最終閲覧日：2022
（令和 4）年 8月 26 日） 

 

 

※上の図は燃焼安全装置の基本構成を示すものである。下左図はパイロットバーナ火炎
（主バーナを着火できない火炎）を火炎検出器が検出し、主バーナの着火動作に入っても
着火せず、炉内に未燃燃料が大量に蓄積してしまっている状況を示す図である。この場合、
その後にパイロットバーナ火炎により着火した場合、爆発の危険性がある。下右図は、主
バーナに確実に、着火できるまで繰り返し、手動弁によるパイロット火炎の大きさの調整
と火炎検出器の監視角度を調整するパイロットターンダウンテストについて示したもので
ある。 
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東邦ガス株式会社の業務用・産業用情報サイト「GASMO NAVI」
（https://gasmo.tohogas.co.jp/search/equipment/furnace/burner_heat.html 最終閲覧
日：2022（令和 4）年 8月 26 日） 
 

   
左図は間接加熱バーナ、右図は直接加熱バーナ 
 
 
中外炉工業株式会社ウェブサイト「製品情報」（https://chugai.co.jp/pro_04_3_gas_01/ 
最終閲覧日：2022（令和 4）年 8月 26 日） 

   
※ 右図は汎用型ガスバーナーの代表的機種であり、左図は、小容量に特化した機種。 
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【図表 1-3：電流動作形の感電防止用漏電しゃ断装置】 
公益社団法人日本電気技術者協会ウェブサイト（https://jeea.or.jp/course/contents/08105/ 
最終閲覧日：2022（令和 4）年 8 月 27 日） 

 

※ 漏電遮断器には、①配線用遮断器の機能に地絡電流（※地絡とは、電気が大地に

接触し、電流が流れた状態）に応動して遮断器を引き外す漏電引外し装置、②地絡事故で

動作したことを表示する漏電表示装置、③動作することを確認するためのテストボタン装

置などが組み込まれている。 
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【図表 1-4：移動式足場】 
株式会社 ANZEN ウェブサイト「コラム：建設現場で使われている足場の種類とその特徴
を、まとめて紹介！」（https://www.anzen-support.jp/blog/column/105431 最終閲覧

日：2022（平成 4）年 8 月 27 日） 

            

－ 783 －



分担研究報告書（石﨑 由希子） 

 

 
【図表 1-5：バーナを使用する蒸気ボイラー】 
株 式 会 社 テ ス ト ー ウ ェ ブ サ イ ト （ https://www.testo.com/ja-
JP/applications/emission_boiler ） 掲 載 の PDF フ ァ イ ル （ https://static-
int.testo.com/media/b2/43/3c612c78aa10/jp_knowledge_basic_testo-340-350_boiler.pdf 
最終閲覧日：2022（令和 4）年 8 月 27 日） 
 

 

※燃料油又はガスがバーナー（赤丸で囲った部分）まで送られ、燃料用空気もまたバーナ

ーの炎に供給される。点火されると、燃料ガスはボイラーの熱交換器の表面を流れ、その

過程で加熱水から熱エネルギーが放出される。加熱水はポンプやパイプを通じてラジエー

ターまで運ばれ、そこで熱を放出し冷却され、再び加熱に利用される。 
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【図表 1-6：プレス装置】 
アイアール技術者教育研究所ウェブサイト（https://engineer-education.com/production-
engineering-12_press-machine-die/ 最終閲覧日：2022（令和 4）年 8 月 27 日） 
【プレス装置（左図）及び金型（右図）の模式図】 

  
 
高橋株式会社ウェブサイト（https://www.takahashi-works.jp/type.html 最終閲覧日：

2022（令和 4）年 8 月 27 日） 
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【図表 1-7：水蒸気爆発】 
厚 生 労 働 省 「 職 場 の あ ん ぜ ん サ イ ト 」

（ https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=001056  最 終 閲 覧

日：2022（令和 4）年 8 月 27 日） 

 
※ 電気炉内の高温の鋼湯が炉壁の一部を溶損したため、鋼湯が漏出し、これが電気

炉の外側を通っていた水冷ジャケットの配管を溶損し、鋼湯と水が接触し水蒸気爆発を引

き起こした事例を示したイラスト。 
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【図表 1-8：油炊きボイラー及びガス炊きボイラー】 
仙台市ガス局ウェブサイト（https://www.gas.city.sendai.jp/biz/boilers/ 最終閲覧日：

2022（令和 4）年 10 月 22 日） 

     
 

   
※従来のボイラーは油焚きのものが多く使われていたが、近年では環境問題への意識の高

まりから、クリーンエネルギーである都市ガスボイラーへ転換する例が増加している。 
上記写真はガス炊きボイラーの例である。 
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【図表 1-9：産業用ロボットの種類】 
日本サポートシステム株式会社ウェブサイト（https://jss1.jp/column/column_31/、
https://jss1.jp/column/column_38/、https://jss1.jp/column/column_41/、及び

https://jss1.jp/column/column_107/）のほか、株式会社スギノマシンウェブサイト

（https://www.sugino.com/site/robot/industrial-robot.html 最終閲覧日：2022（令和

4）年 10 月 31 日）を元に筆者作成。図は、日本サポートシステム株式会社ウェブサイト

（https://jss1.jp/column/column_31/、https://jss1.jp/column/column_41/）を引用。 
シ

リ

ア

ル

リ

ン

ク

型 

多

関

節

型 

垂直多関節ロボット 

 

汎用性が高く、様々な用途で、現在最も多く使用

されているロボット。７つの軸をもつといわれる

人間の腕の動きに近く、自由度が高いため複雑な

動作が可能。 

水平多関節ロボット 

 

スカラ（SCARA, Selective Compliance Assembly 
Robot Arm の略称）ロボットとも呼ばれる。平面

で位置決め可能な 2 つの回転軸（①上下方向は直

線軸、②ハンドの向きを調整する回転軸）とアー

ムで構成される。真上からの作業が主で、組立に

用いられる。 
座

標

軸

型 

直角座標ロボット 

 

直交型ロボット、ガントリーロボットとも呼ばれ

る。直線的な動きだけをする産業ロボットで、

縦・横・高さという 3 方向を直交して、3 方向を

スライドのみで往復する構造を有する。搬送、検

査といった作業に用いられる。 

円筒座標ロボット 

 

上下および前後の動作は直線軸で、全体を旋回す

る回転軸が一つあるロボット。直角座標ロボット

と比較すると、接地面に対して作業領域が広いこ

とがメリットであり、液晶パネルの搬送などに利

用されている。 

極座標ロボット 産業用ロボットの元祖ともいえるロボット。1969
（昭和 44）年、「川崎ユニメート 2000 型」が国産

の産業ロボット第 1 号として登場している。アー

ムを上下左右に回転させる回転軸をもち、アーム
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が伸縮するロボット。 

パ ラ レ

ル リ ン

ク型 

パラレルリンクロボット 

 

高速動作が得意で、主にピッキングの用途で使用

される。 
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【図表 1-10：可搬型ゴンドラ】 
一 般 社 団 法 人 日 本 ク レ ー ン 協 会 ウ ェ ブ サ イ ト

(http://www.cranenet.or.jp/susume/susume09_04.html 最終閲覧日：2022（令和 4）年

8 月 27 日) 
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【図表 1-11：交流アーク溶接機】 
コ ベ ル コ 教 習 所 ウ ェ ブ サ イ ト （ https://www.kobelco-
kyoshu.com/licenses/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AF%E6%BA%B6%E6%8E%
A5%E7%AD%89%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%95%99%E8%82%B2/ 最終閲覧日：

2022（令和 4）年 8 月 27 日）参照。 

 

株 式 会 社 キ ー エ ン ス ウ ェ ブ サ イ ト 「 溶 接 革 命 」

（https://www.keyence.co.jp/ss/products/measure/welding/arc/mechanism.jsp 最終閲覧

日：2022（令和 4）年 8 月 27 日） 

        
パナソニックコネクト株式会社ウェブサイト（ https://connect.panasonic.com/jp-
ja/products-services_welding_products_arc-welding_shielded-metal-gouging 最終閲覧

日 ： 2022 （ 令 和 4 ） 年 8 月 27 日 ） 
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【図表 1-12：ヒドロキシルアミンによる爆発事故】 
古積博＝小林光夫＝田村昌三「ヒドロキシルアミン爆発火災【2000 年 6 月 10 日 群馬県

尾 島 町 】」 特 定 非 営 利 活 動 法 人 失 敗 学 会 運 営 「 失 敗 知 識 デ ー タ ベ ー ス 」

（http://www.shippai.org/fkd/cf/CC0000050.html 最終閲覧日：2022（令和 4）年 10 月

22 日） 
 

 
 
【図表 1-13：プレーナー】 
株 式 会 社 酒 井 鉄 工 所 ウ ェ ブ サ イ ト 「 大 物 金 属 加 工 難 問 解 決 工 場 」

（https://sakaitec.co.jp/setubi/middle/setubi-planer.html 最終閲覧日：2022（令和 4）
年 8 月 27 日） 
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【図表 2-１：リスクの見積もり方法の例】 
 平成 18・3・10 基発第 0310001 号別添 4「リスク見積り及びそれに基づく優先度の設定

方法の例」より抜粋 

「負傷又は疾病の重篤度」 

①致命的：死亡災害や身体の一部に永久損傷を伴うもの 

②重 大：休業災害（1ヶ月以上のもの）、一度に多数の被災者を伴うもの 

③中程度：休業災害（1ヶ月未満のもの）、一度に複数の被災者を伴うもの 

④軽 度：不休災害やかすり傷程度のもの 

「負傷又は疾病の可能性の度合」 

 ①可能性が極めて高い：日常的に長時間行われる作業に伴うもので回避困難なもの 

 ②可能性が比較的高い：日常的に行われる作業に伴うもので回避可能なもの 

 ③可能性がある：非定常的な作業に伴うもので回避可能なもの 

 ④可能性がほとんどない：稀にしか行われない作業に伴うもので回避可能なもの 
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【図表 2-2：リスク低減措置の考え方】 
一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会「厚生労働省委託平成 24 年度リスクア

セスメント研修事業 受講者用テキスト リスクアセスメント担当者養成研修」10 頁 
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【図表 2-3：コントロールバンディング】 
厚生労働省ではウェブサイト「職場のあんぜんサイト」（https://anzeninfo.mhlw.go.jp/# 
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc07.htm 最終閲覧日：2022（令和 4）
年 8 月 25 日）において、ILO が公表しているコントロール・バンディングのツールを翻

訳、修正追加したものを「リスクアセスメント実施支援システム」として提供している。 

 
 
※厚労省版コントロールバンディングには、【液体または粉体を扱う作業（鉱物性粉じん、

金属粉じん等を生ずる作業を除く。）】と【鉱物性粉じん、金属粉じん等の生ずる作業】の

2 つのシステムがあり、化学物質の有害性情報があれば、労働者のばく露濃度等測定値や

許容濃度等のばく露限界値がなくても利用できる点に特徴がある。 
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厚生労働省「リスクアセスメント実施支援操作マニュアル（改良 CB）」（2019（平成 31）
年 3 月）（https://anzeninfo.mhlw.go.jp/ras/user/anzen/kag/cb_manual_201903.pdf 最

終閲覧日：2022（令和 4）年 8 月 27 日） 
※ 作業条件等（有害性、揮発性、取扱量）の必要な情報を入力することで、化学物

質の有害性とばく露情報の組み合わせに基づいてリスクを評価し、必要な管理対策の区分

（バンド）が示される。 
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【図表 2-4：ECETOC-TRA】 
TRA のダウンロードサイト（https://www.ecetoc.org/tools/tra-main/ 最終閲覧日：2022
（令和 4）年 8 月 25 日） 

 
厚生労働省は TRA の日本語版マニュアルとして、一般財団法人化学物質評価研究機構安

全性評価技術研究所＝厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課「ECETOC TRA 
を用いる（推定ばく露濃度の算出を含む）労働者リスクアセスメントマニュアル」（2016
（ 平 成 28 ） 年 6 月 ）（ https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/pdf/ECETOC-
TRA_manual.pdf 最終閲覧日：2022（令和 4）年 8 月 25 日）を公表している。 

 
上記のとおり、推定ばく露濃度は、①作業の種類を特定するプロセスカテゴリー、②対象

物質の性状と発生の程度（発塵性の程度、又は揮発性の程度）、③換気条件（屋内外、局

所排気装置の有無）、④作業形態（工業的、又は専門業者使用）の組合せにより決定する

「初期ばく露濃度」に、⑤作業時間、⑥取扱製品中の対象物質含有量、⑦保護具の使用状

況に基づく係数を考慮して算出される。 
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上記のとおり、推定ばく露濃度は、①作業の種類を特定するプロセスカテゴリー、②対象
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【図表 2-5：化学物質等による有害性に係るリスクの定性評価法の例】 
「平成 27・9・18 基発 0918 第 3 号別紙 3」より抜粋 
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【図表 2-6：平成 29年労働安全衛生調査】 
 

 

 
 
 

－ 800 －



分担研究報告書（石﨑 由希子） 

 

 
【図表 2-6：平成 29年労働安全衛生調査】 
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【図表 2-7：リスクアセスメントの実施支援システム】 
厚生労働省「職場のあんぜんサイト」（https://anzeninfo.mhlw.go.jp/risk/risk_index.html 
最終閲覧日：2022（令和 4）年 8 月 25 日） 
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【図表 2-8：化学物質のリスクアセスメント支援】 
職場のあんぜんサイト（https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc07.htm#h2_3 
最終閲覧日：2022（令和 4）年 8 月 25 日）を元に石﨑作成 
 
＜厚生労働省が作成したツール＞ 
名称 対象 特色 
厚生労働省版コント

ロールバンディング 
有害性 ILO（国際労働機関）が中小企業向けに作成した作業

者の安全管理のための簡易リスクアセスメントツー

ルをわが国で簡易的に利用できるように厚生労働省

が Web システムとして改良、開発したもの。 
【初級】 

爆発・火災等のリス

クアセスメントのた

めのスクリーニング

支援ツール 

危険性 化学物質や作業に潜む代表的な危険性やリスクを簡

便に「知る」ことに着目した支援ツール。ガイドブ

ックでは、化学物質の危険性に関する基本的な内容

に加え、代表的なリスク低減対策についても整理さ

れているため、教科書として危険性に関する基礎を

学ぶことが可能。 
【初級】 

作業別モデル対策シ

ート 
有害性 主に中小規模事業者など、リスクアセスメントを十

分に実施することが難しい事業者を対象に、専門性

よりも分かりやすさや簡潔さを優先させ、チェック

リスト、危険やその対策を記載したシート。リスク

レベルは考慮せずに作業毎に代表的な対策を記載。 
【初級】 

CREATE-SIMPLE 
（クリエイト・シン

プル） 

有害性・

危険性 
主にサービス業や試験・研究機関などの化学物質取

扱事業者に向けた簡易なリスクアセスメントツー

ル。取扱い条件（取扱量、含有率、換気条件、作業

時間・頻度、保護具の有無等）から推定したばく露

濃度とばく露限界値（または GHS 区分情報）を比較

する方法。 
【初級】 

検知管を用いた化学

物質のリスクアセス

メントガイドブック 

有害性 簡易な化学物質の気中濃度測定法のひとつである検

知管を用いたリスクアセスメント手法のガイドブッ

ク。Microsoft Excel を活用した評価ツールに測定結

果を入力することで、簡便にリスクの見積もりが可

能。 
【中級】 

リアルタイムモニタ

ーを用いた化学物質

のリスクアセスメン

トガイドブック 

有害性 
 

簡易な化学物質の気中濃度測定法のひとつであるリ

アルタイムモニターを用いたリスクアセスメント手

法のガイドブック。Microsoft Excel を活用した評価

ツールに測定結果を入力することで、簡便にリスク

の見積もりが可能。 
【中級】 

業種別のリスクアセ

スメントシート 
有害性 ①工業塗装、②オフセット印刷・グラビア印刷、③

めっきという化学物質を取り扱う 3 業種の具体的な
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作業と代表的取扱い物質を反映したリスクアセスメ

ント支援シート（中小規模事業場での使用を前提）。 
【中級】 

＜厚生労働省以外の研究機関で開発された支援ツール＞ 
名称 対象 特色 
安衛研 リスクアセ

スメント等実施支援

ツール 

危険性 主に化学プラント・設備における火災や爆発、漏え

い、破裂などのプロセス災害を防止することを目的

としたリスクアセスメント等の進め方を厚生労働省

の指針に沿ってまとめたツール。 
スクリーニング支援ツールよりも精緻なリスクアセ

スメントを実施することが可能（一定の専門知識を

要する）。 
【中～上級】 

ECETOC TRA 有害性 欧州 REACH に基づく化学物質の登録を支援するた

めに欧州化学物質生態毒性および毒性センター

（ECETOC）が開発した、定量的なリスクアセスメ

ントが可能なリスクアセスメント支援ツール。 
【上級】 

独 EMKG 定量式リ

スクアセスメントツ

ール 

有害性 ドイツ労働安全衛生研究所(BAuA)が提供するリスク

アセスメントツール。 
【中級】 

有害性（ 
ばく露の

み） 

上記 EMKG 2.2 から吸入ばく露評価パートを抽出し

た、簡易な吸入ばく露評価が可能なリスクアセスメ

ント支援ツール。 
※有害性については別途考慮の必要あり。 
※発がん性、変異原性及び生殖毒性があるとされる

物質の使用には適さない。 
【初級】 

※【初級】【中級】【上級】は専門的な知識や詳細物質情報・作業情報の要否に関する目安

とされる。 
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【図表 2-9：リスクアセスメントの実施例】 
インターリスク総研「平成 23 年度中小零細規模事業場集団リスクアセスメント研修事業 

リ ス ク ア セ ス メ ン ト 実 施 事 例 集 」（ 厚 生 労 働 省 ウ ェ ブ サ イ ト

（https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/index.html）において入手可

能 最終閲覧日：2022（令和 4）年 8 月 24 日） 
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【図表 2-10：転圧機】 
三笠株式会社ウェブサイト（https://www.mikasas.jp/products/plate_compactor/mvc-e60/ 
最終閲覧日：2022（令和 4）年 8 月 27 日） 

              
※なお写真は 77 ㎏程度の製品。 

 
 
【図表 2-11：竪型焼鈍炉】 
中外炉工業株式会社ウェブサイト（https://chugai.co.jp/pro_02_battery_04/ 最終閲覧

日：2022（令和 4）年 8 月 27 日） 
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【図表 2-12：マノメーター】 
株式会社メジャーウェブサイト（https://www.measuring.jp/sou/sou06 最終閲覧日：

2022（令和 4）年 8 月 27 日） 

             
※マノメーターは、正圧、負圧、差圧を測る測定器であり、測定対象は清浄な空気、非腐

食性ガス、不活性ガス等である。 
 
【図表 2-13：1丁掛けと 2 丁掛けの安全帯】 
桜商事株式会社が運営するウェブサイト「HARNESS PRO」（https://www.harness-
pro.com/fs/harness/c/anittyou 最終閲覧日：2022（令和 4）年 8 月 27 日） 
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9 中外炉工業株式会社ウェブサイト（https://chugai.co.jp/pro_04_3_gas_01/ 最終閲覧

日：2022（令和 4）年 7月 16日）。 
10 株式会社リバスタ「電子マニフェストサービス e-reverse.com」(https://www.e-

reverse.com/blog/law017/ 最終閲覧日：2022（令和 4）年 8月 27日)。 
11 厚生労働省「職場のあんぜんサイト」

（https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=001056 最終閲覧

日：2022（令和 4）年 8月 27日） 
12 コベルコ教習所ウェブサイト（https://www.kobelco-

kyoshu.com/licenses/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AF%E6%BA%B6%E6%8E%A5%E7%AD%89%E7%89

%B9%E5%88%A5%E6%95%99%E8%82%B2/ 最終閲覧日：2022（令和 4）年 8月 27日）参照。 
13 平成 14・1・21 基発第 0121001号（平成 28・3・31基発 0331 第 26号により廃止）。 
14 2019（平成 31）年度第１回化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会参考

資料 2－2（労働安全衛生法第 28 条第 3 項第 2 号の規定に基づく指針（がん原性指針）

の概要）。 
15 過去に「発がん性あり」と評価されたものの、がん原性指針の策定を要さず、リスク評

価の対象とのみとすべきとされた物質としては、酢酸イソプロピル、ジフェニルアミンが

挙げられる。 
16 哺乳類を用いた動物実験の結果は基本的に人間に及ぼす影響と対応しているとの理解が

あったとされる。2022（令和 4）年 10月 26日における唐沢正義氏からの情報提供に基づ

く。 
17 職場のあんぜんサイト

（https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/carcino_test.htm 最終閲覧日：2022

（令和 4）年 10 月 31 日） 
18 平成 25年度第 6回化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会（2013（平

成 25）年 9月 18 日）議事録。 
19 平成 24年度第 3回化学物質のリスク評価に係る企画検討会（2013（平成 25）年 2月 27

日）資料 1参照。 
20 2019年度第１回化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会（2019（令和

元）年 8月 5日）議事録。 
21 浜田直樹「中小企業の安全衛生管理体制の整備と労働者の健康の保持増進対策の充実
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等」時の法令 1341号 36頁、47 頁（1988（昭和 63）年）。 
22 安衛法第 7章の 2が新たに設けられた背景には、技術革新の進展に伴う労働環境や作業

態様の変化により疲労やストレスを感じる者が高い割合に達していること、勤労者が経済

的豊かさよりも生活を重視するようになってきており、職場に関しても働きやすい環境が

求められていること、労働力人口の高齢化や女性の職場進出が進んだことにより、これま

での壮年男子中心の職場観からの転換が必要とされていることなどがある。土田浩史「建

設業における労災防止対策の充実と快適な職場環境の形成のために」時の法令 1439号 27

頁（1992（平成 4）年）。 
23 以下の記述については、古積博＝小林光夫＝田村昌三「ヒドロキシルアミン爆発火災

【2000 年 6月 10 日 群馬県尾島町】」特定非営利活動法人失敗学会運営「失敗知識デー

タベース」（http://www.shippai.org/fkd/cf/CC0000050.html 最終閲覧日：2022（令和

4）年 10月 22日）。 
24 2019年度第１回化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会議事録（2019

（令和元）年 8月 5日）〔阿部中央労働衛生専門官〕。 
25 2022（令和 4）年 8月 25 日における大久保克己氏からの情報提供に基づく。 
26 NIOSH ウェブサイト

（https://www.cdc.gov/niosh/npg/default.html#:~:text=The%20NIOSH%20Pocket%20Guid

e%20to,for%20hundreds%20of%20chemicals%2Fclasses. 最終閲覧日：2022（令和）4年 8

月 27日）。 
27 なお、日本産業衛生学会は、当時、オルト-トルイジンの発がん性について第 2群 A（人

間に対しておそらく発がん性がある物質，証拠がより十分である）に分類していたが、

2016（平成 28）年に第 1 群（人に対して発がん性がある）に分類することを提案している。

日本産業衛生学会許容濃度等に関する委員会「発がん性分類暫定物質（2016）の提案理

由」産業衛生学雑誌 58号 232頁（2016（平成 28）年）。 
28 労務行政研究所編・302頁。 
29 1985年に労働省に入省し、化学物質管理（リスクアセスメント）に係る法令改正等にも

携わられた柳川行雄作成ウェブサイト「実務家のための労働安全衛生のサイト」

（https://osh-management.com/document/information/RA/ 最終閲覧日：2022（令和 4）

年 8月 23日）の記述に基づく。 
30 厚生労働省厚生労働省安全衛生部安全課「危険性又は有害性等の調査等に関する指針・

同解説」（2006（平成 18）年 3月）14頁。 
31 柳川行雄作成ウェブサイト『実務家のための労働安全衛生のサイト』のうち「化学物質

の RAとシナリオ抽出」（https://osh-management.com/document/information/RA-

scenario/index.html#gsc.tab=0）及び「化学物質の RAの具体的な進め方」

（https://osh-management.com/document/information/RA/ いずれも最終閲覧日：2022

（令和 4）年 8月 23 日）の記述及び櫻井治彦「化学物質のリスクアセスメントにおけるシ

ナリオ設定」労働安全衛生研究 1巻 2号 94頁（2008年）。 
32 厚生労働省安全衛生部安全課「危険性又は有害性等の調査等に関する指針・同解説」

（2006（平成 18）年 3月）20頁。 
33 1985年に労働省に入省し、化学物質管理（リスクアセスメント）に係る法令改正等にも

携わられた柳川行雄作成ウェブサイト「実務家のための労働安全衛生のサイト」

（https://osh-management.com/document/information/RA/ 最終閲覧日：2022（令和 4）

年 8月 23日）の記述に基づく。 
34 厚生労働省安全衛生部安全課「危険性又は有害性等の調査等に関する指針・同解説」

（2006（平成 18）年 3月）2頁。 
35 同報告書の添付資料 2では 2003（平成 15）年 7月から 2004（平成 16）年 6月にかけて

 

－ 808 －



分担研究報告書（石﨑 由希子） 

 

 

等」時の法令 1341号 36頁、47頁（1988（昭和 63）年）。 
22 安衛法第 7章の 2が新たに設けられた背景には、技術革新の進展に伴う労働環境や作業

態様の変化により疲労やストレスを感じる者が高い割合に達していること、勤労者が経済

的豊かさよりも生活を重視するようになってきており、職場に関しても働きやすい環境が

求められていること、労働力人口の高齢化や女性の職場進出が進んだことにより、これま

での壮年男子中心の職場観からの転換が必要とされていることなどがある。土田浩史「建

設業における労災防止対策の充実と快適な職場環境の形成のために」時の法令 1439号 27

頁（1992（平成 4）年）。 
23 以下の記述については、古積博＝小林光夫＝田村昌三「ヒドロキシルアミン爆発火災

【2000 年 6月 10日 群馬県尾島町】」特定非営利活動法人失敗学会運営「失敗知識デー

タベース」（http://www.shippai.org/fkd/cf/CC0000050.html 最終閲覧日：2022（令和

4）年 10月 22日）。 
24 2019年度第１回化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会議事録（2019

（令和元）年 8月 5日）〔阿部中央労働衛生専門官〕。 
25 2022（令和 4）年 8月 25日における大久保克己氏からの情報提供に基づく。 
26 NIOSH ウェブサイト

（https://www.cdc.gov/niosh/npg/default.html#:~:text=The%20NIOSH%20Pocket%20Guid

e%20to,for%20hundreds%20of%20chemicals%2Fclasses. 最終閲覧日：2022（令和）4年 8

月 27日）。 
27 なお、日本産業衛生学会は、当時、オルト-トルイジンの発がん性について第 2群 A（人

間に対しておそらく発がん性がある物質，証拠がより十分である）に分類していたが、

2016（平成 28）年に第 1 群（人に対して発がん性がある）に分類することを提案している。

日本産業衛生学会許容濃度等に関する委員会「発がん性分類暫定物質（2016）の提案理

由」産業衛生学雑誌 58号 232頁（2016（平成 28）年）。 
28 労務行政研究所編・302頁。 
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32 厚生労働省安全衛生部安全課「危険性又は有害性等の調査等に関する指針・同解説」

（2006（平成 18）年 3月）20頁。 
33 1985年に労働省に入省し、化学物質管理（リスクアセスメント）に係る法令改正等にも
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全国各地で発生した主な爆発・火災災害等の概要が 16件示されている。 
36 以下の記述は、上島通浩＝柴田英治「職場における未知の中毒発生事例から今後の環境

リスク対応を考える」保健医療科学 67巻 3号 285頁（2018（平成 30）年）、上島通浩

「少子化対策としての生殖毒性研究」日衛誌 73巻 3号 332-333頁（2018（平成 30）年）

に基づく。 
37 2022（令和 4）年 8月 25 日における大久保克己氏からの情報提供に基づく。また、大久

保克己「化学物質取扱事業場の指導の立場から」産業保健法学会誌 1巻 1号 69頁（2022

（令和 4）年）参照。 
38 労働安全コンサルタントの角田淳のブログ「今日も無事にただいま」

（http://itetama.jp/blog-entry-781.html  http://itetama.jp/blog-entry-349.html

最終閲覧日：2022（令和 4）年 8月 27日）。 
39 NIOSH ウェブサイト

（https://www.cdc.gov/niosh/npg/default.html#:~:text=The%20NIOSH%20Pocket%20Guid

e%20to,for%20hundreds%20of%20chemicals%2Fclasses. 最終閲覧日：2022（令和）4年 8

月 27日）。 
40 厚生労働省ウェブサイト（https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/ 

最終閲覧日：2022（令和 4）年 8月 25日）。 
41 「実務家のための労働安全衛生のサイト」（https://osh-

management.com/document/information/advantages-and-disadvantages-of-simple-RA-

tool/index.html 最終閲覧日：2022（令和 4）年 8月 23日）。 
42 平成 24年度の厚生労働省委託事業「中小零細規模事業場集団リスクアセスメント研修

事業」に基づく類似の事例集として、一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会の

「リスクアセスメント実施事例集」もある。 
43 Y1/Y2 社について、安全配慮義務の主体となりうるかという問題と、当該事案における

安全配慮義務の内容は区別されるべきとする見解として、土岐将仁「判批」季労 271号

220 頁（2020 年）。本件において、安全帯は一丁掛けのものでも安全確保は十分であると

の認識が誤っていることについて、実際に予見可能であったかは具体的状況に照らして判

断されるべきであったといえよう。 
44 三柴丈典「総括研究報告書」『厚生労働省厚生労働科学研究費補助金労働安全衛生総合

研究事業 リスクアセスメントを核とした諸外国の労働安全衛生制度の背景・特徴・効果

とわが国への適応可能性に関する調査研究』（2014年度（平成 26年度）～2016年度（平

成 28年度））72頁及び淀川亮＝三柴丈典「リスクアセスメントを核とした諸外国の労働

安全衛生法制度の背景・特徴・効果とわが国への適応可能性に関する調査研究の紹介」労

働安全衛生研究 13巻 2号 179-180頁（2020（令和 2）年）では、リスク最小化原則（排除

できるリスクは排除し、それが困難なリスクは最小化すべきとする原則）やリスク創出者

管理責任負担原則（リスクを創出したり、それに影響を与えうる者こそが、その管理責任

を負う原則）等、重要な基本原則を法律本法においてできる限り明確に示し、詳細部分の

具体化は従前以上に省令等に委任するなどの方策が求められると提言していた。2022（令

和４）年５月の省令等改正は、こうした方向性を志向するものといえる。 
45 三柴丈典「分担研究報告書 安全衛生業務関係者向け社会調査結果の整理と分析」『厚

生労働省厚生労働科学研究費補助金労働安全衛生総合研究事業 リスクアセスメントを核

とした諸外国の労働安全衛生制度の背景・特徴・効果とわが国への適応可能性に関する調

査研究』（2014 年度（平成 26年度）～2016年度（平成 28年度））8頁によれば、安全衛

生業務に携わっている者を対象に政策の方向性について尋ねた WEB調査（実施委託先：ネ

オ・マーケティング社）では、中小企業によるリスクアセスメントの支援を目的としたウ

ェブ上のツールの提供と人的支援体制の整備について賛成が半数を超えたが、「どちらと
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もいえない」も多く、所属先の規模が小さい回答者に賛成しない傾向がみられたとある。

このことはリスクアセスメントの必要性自体認識されていない可能性を示すものといえる。 
46 もっとも、そもそも「リスクとは何か」ということも問題となりうる。リスク概念は災

害が発生する確率×発生した被害の大きさとして定義されるが、いずれも抽象的であり、

その中身の特定のされ方が国の法政策や文化によって異なること、特に日本においては、

行政主導で定義されるが、産業の現場では、企業規模、業種、経営者の安全衛生への姿勢

などにより、さまざまに解釈され、対応できないリスクが低く見積もられることについて、

Takenori Mishiba, Risk Assessment from a Legislative Perspective: The 

Relationship between Characteristics of Laws and Policies and the Concept of 

Risk in Various Countries, Kinkidaigaku-hougaku(近畿大学法学), 65(1), 103参照。 
47 同様に三柴・前掲分担研究報告書 8頁に紹介されている WEB調査の結果によれば、中小

企業者と安全衛生の専門家を繋ぐウェブ上の検索サイトの設置について、賛成がほぼ半数、

「どちらともいえない」が約 4割であり、所属先の規模が小さいほど賛成しない傾向があ

ったとされる。 
48 この点は、2022（令和 4）年 9月 28日以降、労働政策審議会安全衛生分科会において検

討されている「第 14 次労働災害防止計画」（2023（令和 5）年～2027（令和 9）年）策定

に向けた議論の中で「労働者の協力を得て企業が自発的に安全衛生対策に取り組むための

意識啓発について」が主要な論点として挙げられており、この点に関する今後の検討が注

目される。 
49 三柴・前掲分担研究報告書 9頁に紹介されている WEB調査の結果によれば、安全衛生文

化醸成策のうち、選択割合が高いもの（複数回答）としては「安全衛生法の体系や内容を

分かりやすくすること」（62.6％）がもっとも多く、「リスクアセスメントよりもゼロ災

運動や KYTなどの日本的な安全衛生活動の推進を図ること」（29.4％）、「安全衛生法の

強制力を高め、違反を厳重に取り締まること」（28.8％）、「職場の全てのリスクについ

て、リスクアセスメントを義務付けること」（26.6％）が続く。 
50 三柴・前掲総括報告書 77 頁においては、化学物質対策として、現場でのばく露実態等

の調査分析のほか、サプライチェーンの上流から下流に至るリスク情報の共有やリスク低

減策の実施、GHS などの国際的なハザードないしリスクに関する情報の共有の 3方向での

展開を図る必要があるとする。 
51 三柴・前掲総括研究報告書 75頁。 
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害が発生する確率×発生した被害の大きさとして定義されるが、いずれも抽象的であり、

その中身の特定のされ方が国の法政策や文化によって異なること、特に日本においては、

行政主導で定義されるが、産業の現場では、企業規模、業種、経営者の安全衛生への姿勢

などにより、さまざまに解釈され、対応できないリスクが低く見積もられることについて、

Takenori Mishiba, Risk Assessment from a Legislative Perspective: The 

Relationship between Characteristics of Laws and Policies and the Concept of 

Risk in Various Countries, Kinkidaigaku-hougaku(近畿大学法学), 65(1), 103参照。 
47 同様に三柴・前掲分担研究報告書 8頁に紹介されている WEB調査の結果によれば、中小

企業者と安全衛生の専門家を繋ぐウェブ上の検索サイトの設置について、賛成がほぼ半数、

「どちらともいえない」が約 4割であり、所属先の規模が小さいほど賛成しない傾向があ

ったとされる。 
48 この点は、2022（令和 4）年 9月 28日以降、労働政策審議会安全衛生分科会において検

討されている「第 14次労働災害防止計画」（2023（令和 5）年～2027（令和 9）年）策定

に向けた議論の中で「労働者の協力を得て企業が自発的に安全衛生対策に取り組むための

意識啓発について」が主要な論点として挙げられており、この点に関する今後の検討が注

目される。 
49 三柴・前掲分担研究報告書 9頁に紹介されている WEB調査の結果によれば、安全衛生文

化醸成策のうち、選択割合が高いもの（複数回答）としては「安全衛生法の体系や内容を

分かりやすくすること」（62.6％）がもっとも多く、「リスクアセスメントよりもゼロ災

運動や KYTなどの日本的な安全衛生活動の推進を図ること」（29.4％）、「安全衛生法の

強制力を高め、違反を厳重に取り締まること」（28.8％）、「職場の全てのリスクについ

て、リスクアセスメントを義務付けること」（26.6％）が続く。 
50 三柴・前掲総括報告書 77頁においては、化学物質対策として、現場でのばく露実態等

の調査分析のほか、サプライチェーンの上流から下流に至るリスク情報の共有やリスク低

減策の実施、GHSなどの国際的なハザードないしリスクに関する情報の共有の 3方向での

展開を図る必要があるとする。 
51 三柴・前掲総括研究報告書 75頁。 
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労労働働安安全全衛衛生生法法第第 2299 条条かからら 3322 条条のの逐逐条条解解説説  

 
  

分担研究者 三柴 丈典  近畿大学法学部法律学科・教授 
 

研究要旨 
 本研究事業は、条文の起源（立法趣旨、基礎となった災害例、前身）と運用（関係判

例、適用の実際）、主な関係令等（関係政省令、規則、通達等）を、できる限り図式化

して示すと共に、現代的な課題や法解釈学的な論点に関する検討結果を記した体系書を

発刊することを目的としており、本分担研究は、附則を除き 123 条ある安衛法のうち第

29 条から 32 条について、その課題を果たすことを目的としている。 
 行政文書、（元）行政官等による解説書等の 1 次資料の渉猟、立法者及び現場での執

行にあたる労働基準監督官らからの情報収集のほか、現行安衛法の基本構造と沿革を知

り、現行安衛法が労災防止効果を挙げた要因を分析するため、旧安衛則のブリーフ（別

紙 1）を作成し、名宛人の整理（別紙 2）を行った結果、以下の情報及び示唆が得られ

た。 
すなわち、事業場内外での（事業場外では、特に請負契約を媒体とする混在作業にか

かる）安全衛生管理体制の構築が、現行安衛法の特徴の 1 つであり、実際に労災防止効

果を生んだ要素の 1 つと解される（このことは、本研究事業で別途実施した社会調査の

結果からもうかがわれる）。監督指導実績からは、特に作業主任者選任が重視されてき

たことが窺われるが、ほんらい、その本質は、対策における専門性の確保と共に、組織

的、集団的な安全行動の秩序作りへの働きかけという面が強いため、一定程度は、心身

両面にわたる積極的な健康の保持増進策にも応用できるし、現にそのような方向性を辿

ってきた。従って、今後の個人事業主等も保護対象に含め、心身両面の健康を図ろうと

する安衛法の改正に際しても、時代状況の変化に応じつつ、労災防止に大きな影響を持

つ者を広く取り込む管理体制の構築を図る必要があると解される。 
 ただし、従前のように、危険有害性が判明した物質、場所、作業方法等にのみ資格者

や管理責任者を配置する手法の妥当性は疑わしい。特に化学物質管理では、全ての化学

物質はあぶないかもしれないとの前提に立って、専門家に安全性が立証されない限り、

専門家の配置ないし支援を含む一定の対策を求める制度の構築が望まれる。 
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A．研究目的 

本研究事業全体の目的は、以下の 3 点に

ある。 
①時代状況の変化に応じた法改正の方向

性を展望すること。 
②安衛法を関係技術者以外（文系学部出

身の事務系社員等）に浸透させ、社会一般

への普及を図ること。 
③安衛法に関する学問体系、安衛法研究

のための人と情報の交流のプラットフォー

ムを形成すること。 
そのため、条文の起源（立法趣旨、基礎

となった災害例、前身）と運用（関係判例、

適用の実際）、主な関係令等（関係政省令、

規則、通達等）を、できる限り図式化して

示すと共に、現代的な課題や法解釈学的な

論点に関する検討結果を記した体系書を発

刊すること。 
本分担研究の目的は、枝番号や附則を除

き 123 条ある安衛法のうち第 29 条から 32
条について、その課題を果たすことにある。 
 
B．研究方法 

安全衛生に詳しい元労働基準監督官から、

現行安衛法の体系に関する解説と安衛法本

体の条文に紐付く政省令の選定を受けたう

えで、法学・行政学を専門とする分担研究

者が、各自、解説書、専門誌に掲載された

学術論文や記事、政府発表資料等の第 1 次

文献のレビューを行って執筆した文案を研

究班会議で報告し、現行安衛法や改正法の

起案に関わった畠中信夫元白鴎大学教授、

唐澤正義氏ら班員らからの指摘やアドバイ

スを得て洗練させた。 
また、条文の適用の実際（監督指導状

況）等について、元・現労働基準監督官へ

のアンケート調査を行ったほか、研究班内

の元・現労働基準監督官からの情報収集を

行った。 
報告書文案の作成の際に技術的な不明点

については、メーリングリストで班員内の

専門家に照会した。 
 
C．研究結果 

 
1 第 29条及び第 29条の 2 

 
1.1 条文 

第二十九条 元方事業者は、関係請負人及
び関係請負人の労働者が、当該仕事に関
し、この法律又はこれに基づく命令の規
定に違反しないよう必要な指導を行なわ
なければならない。 

２ 元方事業者は、関係請負人又は関係請
負人の労働者が、当該仕事に関し、この
法律又はこれに基づく命令の規定に違反
していると認めるときは、是正のため必
要な指示を行なわなければならない。 

３ 前項の指示を受けた関係請負人又はそ
の労働者は、当該指示に従わなければな
らない。 

 
第二十九条の二 建設業に属する事業の元
方事業者は、土砂等が崩壊するおそれの
ある場所、機械等が転倒するおそれのあ
る場所その他の厚生労働省令で定める場
所において関係請負人の労働者が当該事
業の仕事の作業を行うときは、当該関係
請負人が講ずべき当該場所に係る危険を
防止するための措置が適正に講ぜられる
ように、技術上の指導その他の必要な措
置を講じなければならない。 
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A．研究目的 

本研究事業全体の目的は、以下の 3 点に

ある。 
①時代状況の変化に応じた法改正の方向

性を展望すること。 
②安衛法を関係技術者以外（文系学部出

身の事務系社員等）に浸透させ、社会一般

への普及を図ること。 
③安衛法に関する学問体系、安衛法研究

のための人と情報の交流のプラットフォー

ムを形成すること。 
そのため、条文の起源（立法趣旨、基礎

となった災害例、前身）と運用（関係判例、

適用の実際）、主な関係令等（関係政省令、

規則、通達等）を、できる限り図式化して

示すと共に、現代的な課題や法解釈学的な

論点に関する検討結果を記した体系書を発

刊すること。 
本分担研究の目的は、枝番号や附則を除

き 123 条ある安衛法のうち第 29 条から 32
条について、その課題を果たすことにある。 
 
B．研究方法 

安全衛生に詳しい元労働基準監督官から、

現行安衛法の体系に関する解説と安衛法本

体の条文に紐付く政省令の選定を受けたう

えで、法学・行政学を専門とする分担研究

者が、各自、解説書、専門誌に掲載された

学術論文や記事、政府発表資料等の第 1 次

文献のレビューを行って執筆した文案を研

究班会議で報告し、現行安衛法や改正法の

起案に関わった畠中信夫元白鴎大学教授、

唐澤正義氏ら班員らからの指摘やアドバイ

スを得て洗練させた。 
また、条文の適用の実際（監督指導状

況）等について、元・現労働基準監督官へ

のアンケート調査を行ったほか、研究班内

の元・現労働基準監督官からの情報収集を

行った。 
報告書文案の作成の際に技術的な不明点

については、メーリングリストで班員内の

専門家に照会した。 
 
C．研究結果 

 
1 第 29条及び第 29条の 2 

 
1.1 条文 

第二十九条 元方事業者は、関係請負人及
び関係請負人の労働者が、当該仕事に関
し、この法律又はこれに基づく命令の規
定に違反しないよう必要な指導を行なわ
なければならない。 

２ 元方事業者は、関係請負人又は関係請
負人の労働者が、当該仕事に関し、この
法律又はこれに基づく命令の規定に違反
していると認めるときは、是正のため必
要な指示を行なわなければならない。 

３ 前項の指示を受けた関係請負人又はそ
の労働者は、当該指示に従わなければな
らない。 

 
第二十九条の二 建設業に属する事業の元
方事業者は、土砂等が崩壊するおそれの
ある場所、機械等が転倒するおそれのあ
る場所その他の厚生労働省令で定める場
所において関係請負人の労働者が当該事
業の仕事の作業を行うときは、当該関係
請負人が講ずべき当該場所に係る危険を
防止するための措置が適正に講ぜられる
ように、技術上の指導その他の必要な措
置を講じなければならない。 
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1.2 趣旨と内容 

1.2.1 第 29条 

1.2.1.1 趣旨 

 第 29 条は、全ての業種において、元方
事業者（業種を問わず、一の場所 1で行う

 
1 現行安衛法の施行通達には、「請負契約関
係にある数個の事業によつて仕事が相関連
して混在的に行なわれる各作業現場」を意
味し、「具体的には、労働者の作業の混在
性等を考慮して、この法律の趣旨に即し、
目的論的見地から定められるもの」である
（昭和 47 年 9 月 18 日発基第 602 号）。法
第 15 条を通じて元方事業者を確定する概
念とも言える（畠中信夫『労働安全衛生法
のはなし』（中災防新書、2019 年（令和元
年））76-77頁）。 
 要するに、混在作業（元方事業者の労働
者と関係請負人の労働者が同じ場所で相関
連する作業を行うこと）に伴う関係請負人
の労働者同士の連携ミスによる労災リスク
を元方事業者による場の統括管理によって
防止するという法第 30 条の趣旨を果たす
一環で用いられた文言なので、実際には元
方の目が行き届き難い場所で生じた災害で
も、この文言を広く解釈することで、元方
事業者に責任を負わせるマジックワードと
して用いられたりする（後掲の幸陽船渠事
件広島高判昭和 53 年 4 月 18 日判例時報
918 号 135 頁など）。 
繰り返しになるが、請負契約を結んだ事

業者が行う仕事が相関連し、混在して行わ
れている場所、すなわち、元方事業者と関
係請負人の労働者が 1 つの目的に向けて共
に就業している（：混在作業を行ってい
る）場所を意味する。元方事業者による統
 

仕事の一部を関係請負人に行わせている事
業者（労働者を使用して事業を営む者）で、
重層的請負構造下では、最先次の注文者
（法第 15 条第 1 項）2。畠中元教授は、請

 

括管理が必要なため、基本的には元方事業
者も常駐している必要があるが、実際の判
断は、労災防止という安衛法の趣旨に照ら
し、目的論的に行われる（昭和 47 年 9 月
18 日発基第 602 号）。 
例えば、ビル建設工事では、当該工事の

作業場の全域、道路建設工事では、当該工
事の工区（施工者や場所などによる施工単
位）ごと、造船業では、船殻（船体の外殻
の形成）作業、艤装（船殻を除く航行に必
要な装備の設置）作業、修理作業、造機
（機械や機関の製造）作業の各作業場の全
域か造船所全域、化学工業では、製造施設
作業、用役（プラントの運転に必要な電気、
水、空気や燃料など）施設作業、入出荷施
設作業の各作業場の全域か化学工業事業場
の全域、鉄鋼業では、製鋼（銑鉄を脱炭し
て鋼鉄をつくる工程）作業、熱延作業、冷
延作業の各作業場の全域か製鉄所の全域、
自動車製造業では、プレス・溶接作業、塗
装作業、組み立て作業の各作業場の全域か
自動車製造事業場の全域がそれに当たる
（前記昭和 47 年発基第 602 号、平成 18
年 2 月 24 日基発第 0224003 号、中央労働
災害防止協会『自動車製造業における元方
事業者・関係請負人の安全衛生管理マニュ
アル』（2011 年（平成 23 年））33-35 頁）。
よって、事業場に該当する場合も、作業場
に該当する場合もある（畠中前掲書（2019
年（令和元年））207-210 頁）。 
2 仕事が数次の請負契約によって行われる
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負契約（及びその当事者である請負人、注
文者）に着目して定義された概念であり、
安衛法上の請負規制（≒混在作業規制）の
キーワードだという 3。元請との違いは、
発注者も含む点と、一部の仕事は自ら行っ
ている必要がある 4点である（したがって、
建設事業者等であり、純粋なお客様
（client）は含まない）。元請とは、一般的
には発注者から直接仕事を請け負った者を
意味する。よって、建設会社による自社ビ
ル施工等では、元方事業者から一部の仕事
を請け負った一次下請が元請となることも
ある）に対し、当該注文者の構内（注文者
の事業場を含め、親企業の仕事を行ってい
て、その管理下にある場所を指す）で業務
を行う請負人や、その労働者に対して、こ
の法令 5に反しないよう指導し、違反を認

 

場合には、その請負系列における全ての注
文者を指す（畠中前掲書（2019 年（令和
元年））228 頁）。 
3 畠中前掲書（2019 年（令和元年））208
頁。 
4 建設業法は元請による下請への丸投げを
原則禁止しつつ、共同住宅工事以外の工事
については、発注者による書面の承諾を前
提に許容している（建設業法第 22 条第 3
項、同法施行令第 6 条の 3）。もとより、
商社等、建設業者でない者による丸投げは
許容されている。自ら仕事の一部を行って
いるか否かは、当該業者が施工管理したか
否かで判断され、設計監理のみの関与の場
合には該当しない（昭和 47 年 9 月 18 日基
発第 602 号、昭和 47 年 11 月 15 日基発第
725 号）。 
5  ここで法令とは、法律（ここでは安衛
 

めた時は、是正のための指示を行うよう義
務づけたものである 6。 
 
1.2.1.2 内容 

請負業務を親企業（元方事業者）の構内
（注文者の事業場を含め、親企業の仕事を
行っていて、その管理下にある場所を指
す）で行うことを構内下請作業といい、造
船業、鉄鋼業、化学工業等では一般的であ
る 7。同条は、この構内下請作業を行う請
負人やその労働者の災害率がかなり高いこ
と 8、その要因として、同人らは、親企業

 

法）と命令を指し、このうち命令には、政
省令（ここでは安衛法施行令と安衛則等）
のほか、告示（例えばフォークリフト構造
規格等）が含まれるとの見解がある（畠中
前掲書（2019 年（令和元年））21-22 頁）。
告示とは、ほんらい、政府が国民に広く情
報を伝達する手段にすぎず、法令とは異な
り、法的拘束力を持つとは限らないが、行
政手続法第 2 条第 1 号は、法令について、
「法律、法律に基づく命令（告示を含む。）、
条例及び地方公共団体の執行機関の規則
（規程を含む。以下「規則」という。）を
いう」と定めているから、少なくとも行政
法上は法令の一環と解される（労使関係等
では別途議論が可能だろう）。安衛法の行
政法的性格もあって、立案者側も事業者側
も、行政による法解釈と理解することが多
かったということと思われる。 
6 労務行政研究所編『労働安全衛生法』（労
務行政、2017年（平成 29 年））342 頁。 
7 同前。 
8 昭和 47 年 9 月 18 日発基第 91 号、佐藤
勝美編『労働安全衛生法の詳解』（労働基
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負契約（及びその当事者である請負人、注
文者）に着目して定義された概念であり、
安衛法上の請負規制（≒混在作業規制）の
キーワードだという 3。元請との違いは、
発注者も含む点と、一部の仕事は自ら行っ
ている必要がある 4点である（したがって、
建設事業者等であり、純粋なお客様
（client）は含まない）。元請とは、一般的
には発注者から直接仕事を請け負った者を
意味する。よって、建設会社による自社ビ
ル施工等では、元方事業者から一部の仕事
を請け負った一次下請が元請となることも
ある）に対し、当該注文者の構内（注文者
の事業場を含め、親企業の仕事を行ってい
て、その管理下にある場所を指す）で業務
を行う請負人や、その労働者に対して、こ
の法令 5に反しないよう指導し、違反を認

 

場合には、その請負系列における全ての注
文者を指す（畠中前掲書（2019 年（令和
元年））228 頁）。 
3 畠中前掲書（2019 年（令和元年））208
頁。 
4 建設業法は元請による下請への丸投げを
原則禁止しつつ、共同住宅工事以外の工事
については、発注者による書面の承諾を前
提に許容している（建設業法第 22 条第 3
項、同法施行令第 6 条の 3）。もとより、
商社等、建設業者でない者による丸投げは
許容されている。自ら仕事の一部を行って
いるか否かは、当該業者が施工管理したか
否かで判断され、設計監理のみの関与の場
合には該当しない（昭和 47 年 9 月 18 日基
発第 602 号、昭和 47 年 11 月 15 日基発第
725 号）。 
5  ここで法令とは、法律（ここでは安衛
 

めた時は、是正のための指示を行うよう義
務づけたものである 6。 
 
1.2.1.2 内容 

請負業務を親企業（元方事業者）の構内
（注文者の事業場を含め、親企業の仕事を
行っていて、その管理下にある場所を指
す）で行うことを構内下請作業といい、造
船業、鉄鋼業、化学工業等では一般的であ
る 7。同条は、この構内下請作業を行う請
負人やその労働者の災害率がかなり高いこ
と 8、その要因として、同人らは、親企業

 

法）と命令を指し、このうち命令には、政
省令（ここでは安衛法施行令と安衛則等）
のほか、告示（例えばフォークリフト構造
規格等）が含まれるとの見解がある（畠中
前掲書（2019 年（令和元年））21-22 頁）。
告示とは、ほんらい、政府が国民に広く情
報を伝達する手段にすぎず、法令とは異な
り、法的拘束力を持つとは限らないが、行
政手続法第 2 条第 1 号は、法令について、
「法律、法律に基づく命令（告示を含む。）、
条例及び地方公共団体の執行機関の規則
（規程を含む。以下「規則」という。）を
いう」と定めているから、少なくとも行政
法上は法令の一環と解される（労使関係等
では別途議論が可能だろう）。安衛法の行
政法的性格もあって、立案者側も事業者側
も、行政による法解釈と理解することが多
かったということと思われる。 
6 労務行政研究所編『労働安全衛生法』（労
務行政、2017年（平成 29 年））342 頁。 
7 同前。 
8 昭和 47 年 9 月 18 日発基第 91 号、佐藤
勝美編『労働安全衛生法の詳解』（労働基
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（元方事業者）内での設備の修理、原材料
や製品の運搬、梱包等、親企業に所属する
者より危険性（主に身体損傷をもたらす引
火性、爆発性、転落危険など）や有害性
（主に健康障害をもたらす毒性など）が高
い作業を分担することが多い一方、作業の
性質上、自主的な努力のみでは災害防止効
果をあげ難いことから、その構内という場
所の管理と、その場所における事業の遂行
全般に権限と責任を持つ元方事業者を名宛
人として、関係請負人（重層的な請負関係
において元方事業者から仕事を請け負って
いる請負人全て）らへの本法令遵守の指導
や指示を義務づけると共に、関係請負人ら
を名宛人として、その指示の遵守を義務づ
けたものである（昭和 47年 9 月 18 日発基
第 91 号）9。こうした観点は、旧労働基準
法時代には、不十分だった 10。 
解説書の中には、構内下請企業が有害物

質を取り扱う場合、局所排気装置の設置、
保護具の使用、健康診断の実施等を常時指
導し、関係下請企業の違反に際しては元方
事業者が是正の指示をすべき旨を例示した
ものがある 11。 
労災防止効果を優先して、あえて下請企

 

準調査会、1992 年（平成 4 年））29 頁。 
9 労働調査会出版局編『労働安全衛生法の
詳解（改訂 4 版）』（労働調査会、2015 年
（平成 27 年））480 頁、昭和 47 年 9 月 18
日発基第 91 号。 
10 井上浩『労働安全衛生法』（北樹出版、
1978年（昭和 53 年））73 頁。 
11 畠中前掲書（2019 年（令和元年））220-
221 頁、労務行政研究所編著（2017 年
（平成 29 年））343 頁。 

業の労働者と労働契約関係にない元方事業
者を名宛人とした規制なので、本条の誠実
な履行によって、却って、当該元方事業者
が、労働者派遣法上の派遣先と推認される
ことのないよう図った公文書がある 12。こ
の理は、労働契約関係を含むその他の法律
関係の成立や、それに伴う責任にも当ては
まる（：元方に責任を負わせる規定の遵守
が、労働契約等の成立を推認させることは
ない）と解される 13。 
鉱山保安法も同類の規制を設けている。

すなわち、同法は、鉱物の採掘等の鉱業を
行う権利を持つ者を鉱業権者（第 2 条第 1
項）として名宛人とし、下請の労働者を含
め、鉱山で鉱業に従事する者一般を鉱山労
働者（第 2 条第 3 項）として、主な保護対
象とし、その安全を確保する義務を課して
いる。 
 ただし、本条には罰罰則則のの定定めめががなないい。 
 
1.2.2 第 29条の 2 

1.2.2.1 趣旨 

 第 29 条の 2 は、第 29条の建設業の元方
事業者に関する特則（第 29 条の適用範囲
の一部を特に規制するもの）といえる 14。

 
12 平成 22 年 4 月 13 日内閣衆質 174 第 347
号。 
13 畠中前掲書（2019 年（令和元年））222
頁。 
14 なお、一の場所で行う仕事を複数の建設
業の事業者が共同連帯して請け負った場合
（いわゆるジョイント・ベンチャーの場
合）、出資割合等に応じて主たる側が代表
者となり、当該代表者のみを元方事業者と
して、各事業者に連なる関係請負人やその
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すなわち、第 29 条が規制する、親企業の
構内のうち、建設工事現場であって、本条
が規定するような条件の場所で関係請負人
の労働者に生じる労災が多かったため、作
業場単位の規制として、平成 4 年の法改正
（平成 4 年号外法律第 55 号）で設けられ
たものである 15。 
 なお、ほぼ建設業のみの請負関係に着目
した規制には、本条のほか、第 30 条の 3
（大規模ずい道工事等における救護体制の
整備）、第 31 条の 3（建設機械作業にかか
る自ら仕事の一部を行う発注者等の労災防
止措置）、第 31 条の 4（注文者による請負
人への違法な行為の指示の禁止）があり、
第 30 条の 3 を除き、罰則は設けられてい

 

労働者に対する安衛法上の義務を同人が負
うことになる（安衛法第 5 条）。また、発
注者（注文者のうち、その仕事を他の者か
ら請け負わないで注文している者（法第
30 条第 2 項）。法第 31 条の 3 からも明ら
かなように、自ら仕事の一部を行うか否か
は問われないが、請負業者でないこと（い
わばお客様）を前提にしているので、自身
で仕事を行わないことが多い。自ら仕事を
行う場合、元方事業者に該当し得る）が、
複数の元方事業者に発注した場合、原則と
して、その発注者が、仕事の主要部分を請
け負った者を、その同意を得て指名し、そ
うした義務を負わせることになる（安衛法
第 30 条第 2 項、安衛則第 643 条第 1 項第
1 号）（井上前掲書（1978 年（昭和 53
年））76～77頁を参照した）。 
15 労働調査会出版局編著（2015 年（平成
27 年））481 頁。 

ない 16。 
 
1.2.2.2 内容 

 もとより、本条が定める建設工事現場に
おいて、関係請負人は、その労働者の雇い
主として、安衛法第 21 条に基づき、安衛
則第 361 条等が定める措置（概ね、本質的
安全対策、追加的防護措置、残留リスクに
対する人的措置から成る 3 ステップ・アプ
ローチ）を自ら講じる義務を負うが、元方
事業者の方が、工事現場のリスクについて
知識や情報を持っていたり、工事現場全体
にわたる措置を講じ易いことなどから、本
条は、建設業の元方事業者に、関係請負人
による危険防止措置が講じられるよう、必
要な援助等の措置を講じるよう義務づけた。 
 すなわち、先ず、本条が定める場所につ
いては、安衛則第 634 条の 2 が、以下の 5
カ所を列挙している（ただし、いずれも、
関係請負人がその場所で作業を行い、その
労働者がその危険に晒されるおそれがある
場所である必要がある。）。 
 ①土砂等が崩壊するおそれのある場所
（第 1 号） 
②河川内にあって、土石流が発生するお

それのある場所（第 1号の 2） 
③機械等（基礎工事用の車両系建設機械

や移動式クレーン）が転倒するおそれのあ
る場所（第 2号） 
④架空電線（地上高く架設された電線）

の充電電路（通常は電圧を生じており、裸
線であるか否かを問わず、触れれば感電す
る状態の回路）に近接する場所（第 3 号）

 
16 畠中前掲書（2019 年（令和元年））232
頁。 
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すなわち、第 29 条が規制する、親企業の
構内のうち、建設工事現場であって、本条
が規定するような条件の場所で関係請負人
の労働者に生じる労災が多かったため、作
業場単位の規制として、平成 4 年の法改正
（平成 4 年号外法律第 55 号）で設けられ
たものである 15。 
 なお、ほぼ建設業のみの請負関係に着目
した規制には、本条のほか、第 30 条の 3
（大規模ずい道工事等における救護体制の
整備）、第 31 条の 3（建設機械作業にかか
る自ら仕事の一部を行う発注者等の労災防
止措置）、第 31 条の 4（注文者による請負
人への違法な行為の指示の禁止）があり、
第 30 条の 3 を除き、罰則は設けられてい

 

労働者に対する安衛法上の義務を同人が負
うことになる（安衛法第 5 条）。また、発
注者（注文者のうち、その仕事を他の者か
ら請け負わないで注文している者（法第
30 条第 2 項）。法第 31 条の 3 からも明ら
かなように、自ら仕事の一部を行うか否か
は問われないが、請負業者でないこと（い
わばお客様）を前提にしているので、自身
で仕事を行わないことが多い。自ら仕事を
行う場合、元方事業者に該当し得る）が、
複数の元方事業者に発注した場合、原則と
して、その発注者が、仕事の主要部分を請
け負った者を、その同意を得て指名し、そ
うした義務を負わせることになる（安衛法
第 30 条第 2 項、安衛則第 643 条第 1 項第
1 号）（井上前掲書（1978 年（昭和 53
年））76～77頁を参照した）。 
15 労働調査会出版局編著（2015 年（平成
27 年））481 頁。 

ない 16。 
 
1.2.2.2 内容 

 もとより、本条が定める建設工事現場に
おいて、関係請負人は、その労働者の雇い
主として、安衛法第 21 条に基づき、安衛
則第 361 条等が定める措置（概ね、本質的
安全対策、追加的防護措置、残留リスクに
対する人的措置から成る 3 ステップ・アプ
ローチ）を自ら講じる義務を負うが、元方
事業者の方が、工事現場のリスクについて
知識や情報を持っていたり、工事現場全体
にわたる措置を講じ易いことなどから、本
条は、建設業の元方事業者に、関係請負人
による危険防止措置が講じられるよう、必
要な援助等の措置を講じるよう義務づけた。 
 すなわち、先ず、本条が定める場所につ
いては、安衛則第 634 条の 2 が、以下の 5
カ所を列挙している（ただし、いずれも、
関係請負人がその場所で作業を行い、その
労働者がその危険に晒されるおそれがある
場所である必要がある。）。 
 ①土砂等が崩壊するおそれのある場所
（第 1 号） 
②河川内にあって、土石流が発生するお

それのある場所（第 1号の 2） 
③機械等（基礎工事用の車両系建設機械

や移動式クレーン）が転倒するおそれのあ
る場所（第 2号） 
④架空電線（地上高く架設された電線）

の充電電路（通常は電圧を生じており、裸
線であるか否かを問わず、触れれば感電す
る状態の回路）に近接する場所（第 3 号）

 
16 畠中前掲書（2019 年（令和元年））232
頁。 
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（図参照） 
⑤明かり掘削（トンネル等と異なり、明

るい露天下で行われる掘削（例：道路建設
のための山の切取りなど）（図参照））を行
うことで、埋設物等、れんが壁、コンクリ
ートブロック塀、擁壁等の建設物が損壊す
る等のおそれのある場所（第 4 号） 
 これらの場所では、関係請負人が、規則
によって、以下のような措置を講じること
を義務づけられている。 
 ①において：あらかじめ、土止め支保工
（どどめしほうこう）（図参照）を設け、
防護網（ぼうごもう）（図参照）を張り、
労働者の立入りを禁止する等当該危険を防
止するための措置を講じること（安衛則第
361 条）。 
地山を安全なこう配とし、落下のおそれ

のある土石を取り除くことや、擁壁（図参
照）、土止め支保工等を設けること（安衛
則第 534 条第 1 号）、 
地山（人工的な盛土等が行われていない

自然な地盤）の崩壊や土石の落下の原因と
なる雨水、地下水等を排除すること（同条
第 2号）。 
 ②において：②のうち、土石流が発生す
るおそれのある河川（「土石流危険河川」）
で建設工事を行う場合には、あらかじめ河
川の上流や周辺状況を調査すること（安衛
則第 575 条の 9）、 
同じく、調査から判明した現場状況に応

じ、土石流による労災を防止するための規
程を定め、土石流の前兆を把握した場合、
土石流が発生した場合に講じるべき措置、
警報や避難の方法等を盛り込むこと（第
575 条の 10）、 
同じく、一定時間ごとに雨量計等で降雨

量を把握すること（第 575 条の 11）、 
同じく、降雨により土石流が発生するお

それのある際、監視人の配置等の措置を講
じるか、労働者を退避させること（第 575
条の 12）、 
同じく、土石流による労災発生の急迫し

た危険がある際には、直ちに労働者を退避
させること（第 575 条の 13）、 
同じく、土石流が発生した場合に備えて、

サイレン、非常ベル等の警報用の設備を設
け、メンテナンスを行うこと等（第 575 条
の 14）、 
同じく、労働者を退避させるための登り

桟橋（主に建設労働者が歩いて上り下りす
るための仮設通路）、はしご等の避難用設
備を設置し、場所や使用方法を周知し、メ
ンテナンスを行うこと（第 575 条の 15）、 
同じく、定期的に避難訓練を行い、その

内容や受けた者等の記録を作成して保存す
ること（第 575 条の 16）。 
 ③において：車両系建設機械の運行経路
の路肩の崩壊を防止すること、地盤の不同
沈下（上物の重みによる地盤の沈下）を防
止すること、必要な幅員の保持等の措置を
講じること（第 157 条第 1 項）17、 
路肩、傾斜地等で車両系建設機械を用い

る場合には、その転倒や転落による災害防
止のため、誘導者を配置すること（第 157
条第 2 項）、 
動力を用いるくい打機（図参照）やくい

抜機（図参照）、ボーリングマシン（ピッ
トの落下の刺激やドリル等で地中に穴を掘

 
17 道路の幅が狭かったり、路肩が脆かった
りして、車両用建設機械が倒壊する事故・
災害が多かったということである。 
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るための機械。図参照）（「くい打機等」と
いう。）については、脚部や架台の沈下の
防止のため、敷板、敷角（敷板につき、図
参照 18）等を使用すること（第 173 条第 1
号）、 
同じく、施設・仮設物等に据え付ける場

合、その耐力を確保すること（同第 2 号）、 
脚部や架台が滑り動くおそれがあれば、

くい等で固定すること（同第 3 号）、 
軌道やころで移動するくい打機等につい

ては、歯止め等で固定すること（同第 4
号）、 
くい打機等について、控え（主に横方向

の力から倒壊を防ぐため斜めにかけられる
ことが多い補強具）のみで頂部を安定させ
る場合、3 つ以上で支えると共に、末端を
しっかり固定すること（同第 5 号）、 
同じく、控線（金属等でできたロープ様

の控え）のみで頂部を安定させるときは、

 
18 敷板の例は図の通り。他方、敷角は、建
築用語では、支柱や支保工が地中にめり込
む の を 防 ぐ 「 角 材 」 を 意 味 し
（ https://www.architectjiten.net/ag20/ag2
0_1604.html 最終閲覧日：2020 年 1 月 4
日）、安衛法上も、四角い敷板とは異なり、
水平材として用いられる角材と解されてい
る（昭和 34 年 2 月 18 日基発第 101 号は、
「敷板、敷角とは、数本の建地又は枠組み
の脚部にわたり、ベース金具と地盤等との
間に敷く長い板、角材等をいい、根がらみ
と皿板との効果を兼ねたものをいう」とし
ている）。なお、現行安衛則第 242 条第 5
の 2 号が示唆するように、大型工事の増加
と共に、H 型鋼等が敷角等として用いられ
る場合も生じている。 

控線の等間隔配置、数を増す等によって、
いずれに方向にも安定させること（同第 6
号）、 
バランスウェイト（バランスの安定のた

めに取り付けられる錘（おもり））を用い
て安定を図る場合、移動しないよう架台に
確実に取り付けること（同第 7 号）、 
 移動式クレーンを用いて作業すると、地
盤が軟弱、地下の工作物の損壊等で同クレ
ーンが転倒するおそれがあるような場所で
は、原則として、当該作業を行わないこと
（クレーン則第 70 条の 3）、 
 ④において：架空電線（地上高く架設さ
れた電線）や電気機械器具（発電機、燃料
電池、変圧器など、電気エネルギーの発生，
貯蔵，送電，変電や利用を行う機械器具）
に近接する場所で、労働者が作業や通行に
際して感電の危険が生じるおそれがある場
合、当該充電電路（通常は電圧を生じてお
り、裸線であるか否かを問わず、触れれば
感電する状態の回路）の移設、囲いの設置、
電路への絶縁用防護具の装着か監視人の設
置を行うこと（安衛則第 349 条）。 
 ⑤において：損壊等により労働災害を生
じるおそれのある埋設物等、れんが壁、コ
ンクリートブロック塀、擁壁等の建設物の
補強、移設等の必要な措置、及び、それを
講じない条件下で作業を行わないこと（安
衛則 362 条第 1 項）、明り掘削で露出した
ガス導管の損壊による労災発生のおそれが
ある場合、ガス導管についての防護や移設
等の措置（同第 2 項）、その措置に際して、
作業指揮者を指名して、その指揮のもとで
作業を行わせること（同第 3項）。 
 また、以上のうち、③における第 157 条
第 2 項の措置については、車両系建設機械
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参照 18）等を使用すること（第 173 条第 1
号）、 
同じく、施設・仮設物等に据え付ける場

合、その耐力を確保すること（同第 2 号）、 
脚部や架台が滑り動くおそれがあれば、

くい等で固定すること（同第 3 号）、 
軌道やころで移動するくい打機等につい

ては、歯止め等で固定すること（同第 4
号）、 
くい打機等について、控え（主に横方向

の力から倒壊を防ぐため斜めにかけられる
ことが多い補強具）のみで頂部を安定させ
る場合、3 つ以上で支えると共に、末端を
しっかり固定すること（同第 5 号）、 
同じく、控線（金属等でできたロープ様

の控え）のみで頂部を安定させるときは、

 
18 敷板の例は図の通り。他方、敷角は、建
築用語では、支柱や支保工が地中にめり込
む の を 防 ぐ 「 角 材 」 を 意 味 し
（ https://www.architectjiten.net/ag20/ag2
0_1604.html 最終閲覧日：2020 年 1 月 4
日）、安衛法上も、四角い敷板とは異なり、
水平材として用いられる角材と解されてい
る（昭和 34 年 2 月 18 日基発第 101 号は、
「敷板、敷角とは、数本の建地又は枠組み
の脚部にわたり、ベース金具と地盤等との
間に敷く長い板、角材等をいい、根がらみ
と皿板との効果を兼ねたものをいう」とし
ている）。なお、現行安衛則第 242 条第 5
の 2 号が示唆するように、大型工事の増加
と共に、H 型鋼等が敷角等として用いられ
る場合も生じている。 

控線の等間隔配置、数を増す等によって、
いずれに方向にも安定させること（同第 6
号）、 
バランスウェイト（バランスの安定のた

めに取り付けられる錘（おもり））を用い
て安定を図る場合、移動しないよう架台に
確実に取り付けること（同第 7 号）、 
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補強、移設等の必要な措置、及び、それを
講じない条件下で作業を行わないこと（安
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ガス導管の損壊による労災発生のおそれが
ある場合、ガス導管についての防護や移設
等の措置（同第 2 項）、その措置に際して、
作業指揮者を指名して、その指揮のもとで
作業を行わせること（同第 3項）。 
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の運転者にも、誘導者の誘導に従うことが
義務づけられている（第 157 条第 3 項）。 
 本条は、建設業の元方事業者が、こうし
た場所に関する知識や管理権限を有してい
ることを踏まえ、関係請負人がこれらの措
置を適正に講じるように、必要な援助を講
じることを義務づけている。解釈例規によ
れば、その具体的内容は一律には決まらず、
同人と関係請負人との請負契約上の責任分
担、関係請負人に求められる危険防止措置
の内容、程度等、事情に応じて異なるが、
技術上の指導、資材の提供、元方事業者自
身による危険防止措置などを例とする（平
成 4 年 8 月 24 日基発第 480 号）。もっと
も、実際の運用では、概ね関係請負人の関
係規定違反を前提とし、元方事業者にでき
ることがあったのにしていなかったと評価
できる場合に、関係請負人と共に違反とさ
れることが多いようだ 19。 
 第 29 条と同様に、本条にも罰罰則則のの定定めめ
ははなないい。 
 
1.3 関連規定 

1.3.1 法条 
 (1)法第 15 条第 1 項：一定規模以上の特
定元方事業者（建設業と造船業に属する元
方事業者）に対し、混在作業（一の場所で
元方事業者と関係請負人の労働者が混在し
て働くこと）に起因する労災を防ぐため、
統括安全衛生責任者を指名し、元方安全衛
生管理者（統括安全衛生責任者の職務が適
正に実施されるようその職務を実践面で補

 
19 労務行政研究所編著（2017 年（平成 29
年）） 345 頁、労働調査会出版局編著
（2015 年（平成 27 年））483 頁。 

佐するために選任される者で、理科系の大
学を卒業して、一定年数、安全衛生管理の
実務経験を持つ者など（法第 15 条の 2 を
参照されたい））を指揮させ、第 30 条第 1
項に定められた特定元方事業者が負う統括
管理義務（協議組織の設置運営 20、作業間
の連絡調整、作業場所の巡視、関係請負人
が行う安全衛生教育に関する指導・援助等。
特定元方事業者が労働契約等に伴う指揮命
令権を持たないことを前提にした概念で、
法第 32 条による被統括管理者側の対応義
務をセットで機能させることを予定してい
る）をを課した規定（違反には 50 万円以
下の罰金（第 120 条））。 
 (2)建設業法第 3 条第 1 項第 2 号、第 17
条、第 24 条の 6：特定建設業者（比較的
規模の大きな元請）に対し、下請負人が建
設業法や建設労働者の使用に関する法令の
規定のうち政令で定めるもの（建築基準法、
宅地造成等規制法等の一部の規定のほか、
労働基準法上の強制労働の禁止や中間搾取
の禁止の処罰規定、職業安定法上の労務供
給禁止の処罰規定など（まさに労働者の使
用そのものにかかる人権擁護的な規定であ
り、安衛法の規定などの技術的な規制は含
まれない））に反しないよう指導する努力
義務を課した規定（罰則なし）。 
 
1.4 沿革 

1.4.1 制度史 

 下掲の整理が示す通り、旧労災防止団体

 
20 畠中元教授は、法第 30 条に基づく混在
作業にかかる協議組織（の設置運営）は、
安全衛生管理組織の一環としている（畠中
前掲書（2019年（令和元年））214頁）。 
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法の制定以前は、元方事業者を対象とする

規制自体がなかった。 

 

○工場法（明治 44 年 3 月 29 日法律第
46 号）第 13 条「行政官庁ハ命令ノ定ム
ル所ニ依リ工場及付属建設物並設備カ危
害ヲ生シ又ハ衛生、風紀其ノ他公益ヲ害
スル虞アリト認ムルトキハ予防又ハ除害
ノ為必要ナル事項ヲ工業主ニ命シ必要ト
認ムルトキハ其ノ全部又ハ一部ノ使用ヲ
停止スルコトヲ得」 
○工場危害予防及衛生規則(昭和 4 年 6
月 20 日内務省令第 24 号) 
元方事業者宛の規制はなく、基本的に

工業主（事業者）が雇用する被用者保護
を想定し、主に事業場に設置された機
械、設備等の安全性確保や危険・有害性
対策を図る、限られた名宛人に対して限
られたリスク対策を求める内容だった。 
すなわち、第 2 条から第 14 条は、概

ね原動機や動力伝導装置等の機械安全関
係、第 15 条は墜落防止、第 16 条は可
搬式（かはんしき：移動可能な）梯子か
らの落下や転倒防止、第 17 条は機械と
隣接する通路の確保、第 18 条は危険箇
所の標示、第 19 条は職工側による危害
防止措置の無効化の禁止、第 20 条から
第 25 条は爆発、発火、引火等の危険物
対策、火災による危険防止、第 26 条は
ガス、粉塵等の有害物対策、第 27 条
は、危険性、有害性のある場所への立ち
入り禁止、第 28 条は、物の飛散、高熱
物や毒劇薬、有害光線、粉塵、ガス等に
ばく露する作業での保護具の使用、第
29 条は、有害な作業をする工場での食
事場所の隔離、有害物等に暴露する工場
での洗面装置の設置等、第 30 条は、今

では殆どみられない織機（しょっき）に
つき、杼（ひ、シャットル）（図参照）
を通すためその端を引き出す道具の設
置、第 31 条は、建物の採光、換気、第
32 条は、救急用具の設置、第 33 条は、
食堂等の清潔、第 34 条は、更衣所等の
男女別の設置を定めていた。 
よって、その当時、こうした労働条件

の設定に影響力（権限や情報等）を持つ
元方事業者の責任を問うには、元方事業
者を工業主と解釈するしかなかったと察
せられる（旧労基法時代の裁判例だが、
刑事事件で現行法上の元方事業者を旧労
基法第 10 条が定める「使用者」と解釈
した後掲の河村産業所事件（鍋田農協倉
庫倒壊事件）名古屋高判が参考にな
る）。 
 
○労働基準法（昭和 22 年 4 月 7 日法律
第 49 号）は制定当初、第 5 章に「安全
及び衛生」を設け、第 42 条に「使用者
は、機械、器具その他の設備、原料若し
くは材料又はガス、蒸気、粉じん等によ
る危害を防止するために、必要な措置を
講じなければならない。」との一般規定
をおいていた。これは、現行法の第 20
条、第 22 条等の一般規定のもとになっ
た規定である。第 5 章には、その他を
含め 14 箇条が設けられ、その下に、旧
労働安全衛生規則（昭和 22 年 10 月 31
日労働省令第 9 号）が策定された。 
 
○旧労働安全衛生規則（昭和 22 年 10
月 31 日労働省令第 9 号） 
 旧労働基準法の紐付け省令なので、基
本的には同法第 10 条が定める使用者を
名宛人としており、元方事業者宛の規制
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月 20 日内務省令第 24 号) 
元方事業者宛の規制はなく、基本的に

工業主（事業者）が雇用する被用者保護
を想定し、主に事業場に設置された機
械、設備等の安全性確保や危険・有害性
対策を図る、限られた名宛人に対して限
られたリスク対策を求める内容だった。 
すなわち、第 2 条から第 14 条は、概

ね原動機や動力伝導装置等の機械安全関
係、第 15 条は墜落防止、第 16 条は可
搬式（かはんしき：移動可能な）梯子か
らの落下や転倒防止、第 17 条は機械と
隣接する通路の確保、第 18 条は危険箇
所の標示、第 19 条は職工側による危害
防止措置の無効化の禁止、第 20 条から
第 25 条は爆発、発火、引火等の危険物
対策、火災による危険防止、第 26 条は
ガス、粉塵等の有害物対策、第 27 条
は、危険性、有害性のある場所への立ち
入り禁止、第 28 条は、物の飛散、高熱
物や毒劇薬、有害光線、粉塵、ガス等に
ばく露する作業での保護具の使用、第
29 条は、有害な作業をする工場での食
事場所の隔離、有害物等に暴露する工場
での洗面装置の設置等、第 30 条は、今

では殆どみられない織機（しょっき）に
つき、杼（ひ、シャットル）（図参照）
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置、第 31 条は、建物の採光、換気、第
32 条は、救急用具の設置、第 33 条は、
食堂等の清潔、第 34 条は、更衣所等の
男女別の設置を定めていた。 
よって、その当時、こうした労働条件

の設定に影響力（権限や情報等）を持つ
元方事業者の責任を問うには、元方事業
者を工業主と解釈するしかなかったと察
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基法第 10 条が定める「使用者」と解釈
した後掲の河村産業所事件（鍋田農協倉
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る）。 
 
○労働基準法（昭和 22 年 4 月 7 日法律
第 49 号）は制定当初、第 5 章に「安全
及び衛生」を設け、第 42 条に「使用者
は、機械、器具その他の設備、原料若し
くは材料又はガス、蒸気、粉じん等によ
る危害を防止するために、必要な措置を
講じなければならない。」との一般規定
をおいていた。これは、現行法の第 20
条、第 22 条等の一般規定のもとになっ
た規定である。第 5 章には、その他を
含め 14 箇条が設けられ、その下に、旧
労働安全衛生規則（昭和 22 年 10 月 31
日労働省令第 9 号）が策定された。 
 
○旧労働安全衛生規則（昭和 22 年 10
月 31 日労働省令第 9 号） 
 旧労働基準法の紐付け省令なので、基
本的には同法第 10 条が定める使用者を
名宛人としており、元方事業者宛の規制
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はなかった（但し、機械器具の譲渡提供
者等にかかる規制は設けられていた（第
34 条等）。また、物品設備を主語とし
て、名宛人を設けない規定も多かっ
た）。 
 しかし、上述の通り、後掲の河村産業
所事件（鍋田農協倉庫倒壊事件）名古屋
高判が、刑事事件において、たとえ文言
上、名宛人が労基法第 10 条にいう使用
者とされていても、安全衛生に関する限
り、元方事業者等も含むと解し得る旨を
述べた。よって、安全衛生規制では、名
宛人を設けない規定はもとより、使用者
を名宛人とする規定も、事情によっては
元方事業者に適用可能だったと解され
る。 
 

○旧労働災害防止団体法（昭和 39 年 06
月 29 日法律第 118 号) 
 労基法の体系では、建設業等における
混在作業にかかる安全衛生の確保は図り
難いとの問題意識から、同法第 4 章
が、元方事業主等を主な名宛人とする新
たな安全衛生管理体制を設定した。 
その第 57 条は、現行法の第 15 条及

び第 30 条に相当する内容を定めた。す
なわち、建設業等の特定事業の元方事業
主を名宛人として、混在作業が行われて
いる場合、それに伴う労災を防ぐため、
統括管理者を選任すべきことのほか、協
議組織の設置、作業間の連絡調整、作業
場所の巡視等必要な措置を講ずべきこと
を定めた 21。 

 
21 現行法第 30 条と旧災防法第 57 条の実質
的な違いは、分割発注（１つの建築物の躯
体工事を A 社、内装工事を B 社に発注す
 

 

るような形式）の場合に特定元方事業者
（現行法第 15 条・30 条）／（特定：法文
ではそう呼んでいないが、実質的にその趣
旨と思われるので、カッコ付きで記す。以
下同じ）元方事業主（旧災防法第 59 条）
が複数生じるか（前者）、一人しか生じな
いか（後者）である（畠山信夫氏のご教示
に よ る ） 。 
 すなわち、旧災防法第 59 条は、（特定）
元方事業主を一の場所を統括管理する者と
定義していたので、同法第 57 条の名宛人
である（特定）元方事業主は、まさに同条
第 3 項等の指名制度により、分割発注の場
合にも、一人しか生じないことになる。他
方、現行法第 30 条の場合、同条の名宛人
である特定元方事業者の定義は第 15 条に
あり、あくまで自らも仕事の一部を行う最
先次の注文者（であって特定事業（建設業
と造船業）の事業者である者）とされてい
る。現行法は、特定元方事業者と法第 30
条第 1 項が定める統括安全衛生管理義務者
（現行法第 30 条第 1項、旧災防法第 57 条
第 1 項所定の統括管理義務の履行責任者）
を考え分けており、分割発注の場合、同条
第 2 項等により、統括安全衛生管理義務者
は 1 社に絞られるが、同義務者とならない
者も、第 15 条の定義を満たす限り特定元
方事業者ではあり続ける。よって、特定元
方事業者は複数生じ得ることになる（こう
した理解を前提にすると、森山誠也監督官
が指摘するように、現行安衛則第 643 条の
タイトルは、「特定元方事業者の指名」で
はなく、「統括安全衛生管理義務者の指
名」等とすべきであろう）。 
 畠中氏は、法第 30 条の名宛人の定め方
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重層的請負関係下では、混乱を避ける
ためにも、最上位の元方事業主のみがそ
の義務を履行すべきことが定められた
（第 2 項）。分割発注の場合にかかる現
行法第 30 条第 2・3 項に相当する定め
も設けられ（第 3・5・6 項）、そうして
指名された第 3 項による指名を受けた
者は、当該一の場所で就労する全ての関
係請負人の労働者について第 1 項の義
務を履行すべき旨の、現行法第 30 条第
4 項に相当する規定も設けられた（第 4
項）。 
 他方、その第 58 条は、現行法第 31
条とほぼ同趣旨、同文言を定めた。すな
わち、建設業等の特定事業で自身も仕事
を行う最先次の注文者を名宛人として、
作業場の建設物等を関係請負人に使用さ
せる場合、その管理権限とリスク関係情
報の取得のし易さゆえに、法定の安全基
準に適合する設備の提供等の労災防止措
置を講すべきことを定めた。作業場ごと
に一元的な措置を講じさせるため、最先
次の注文者のみに履行義務を課したこと

 

について、このような定め方によって初め
て現行法第 29 条を規定できたという。す
なわち、関係請負人らの安衛法令のコンプ
ライアンスを図る法第 29 条の名宛人を旧
災防法上の元方事業主としたままでは、統
括安全衛生管理義務者に限定されることに
なる。いかに発注者の指名を受けたとはい
え、分割発注下で横の関係に立つ別系統
（別の仕事）の分割受注者に対し、同じ分
割受注者がコンプライアンスの指導・指示
を行うことは難しい、という趣旨と解され
る。 

も、現行法に引き継がれている。 
 その第 59 条は、現行法では第 32 条
に含まれる内容を定めた。すなわち、第
57 条が定める元方事業主の統括管理義
務、第 58 条が定める作業場の注文者が
管理する建設物等にかかる労災防止措置
義務に、これら義務者以外の関係請負人
やその労働者の対応義務を定めた。 
 このように、同法は、現行法でいう特
定元方事業者等による統括管理義務と
個々の事業者が安衛法上負っている義務
の双方からのアプローチにより、「一の
場所」における効果的な労災防止を図っ
た。 

 

○労働基準法研究会報告書による現行

安衛法の骨子の提言（昭和 46 年 7 月 13

日） 

 要約、以下のように提言した。すな

わち、 

 建設業、造船業、鉄鋼業のほか、化

学工業、自動車製造業などでも、構内

下請の形態が増えてきていること、建

設業などで人手不足や工期短縮の要請

等を背景に重建設機械のリース業が進

出してきていること、ジョイントベン

チャー22などの新たな経営方式が登場し

たこと等の変化が生じている。 

 他方、労災防止団体法は、既に、一定

条件下で元方事業主に統括管理責任を課

し、自ら仕事を行う注文者（発注者であ

り建設業者。ただし、仕事内容につい

て、情報と管理権限を持つ者を指す）に

も、種々の労災防止措置を求めている。

請負人にも、必要な措置を求め、その自

助努力と統括管理の双方向からのアプロ

ーチにより、下請混在作業の労災防止が

図られている。 

 
22 報告書の中で、発注者側と受注者側の双
方が、仕事を複数の受注者に平均的に発注
することを望んだ結果と指摘されている。 
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重層的請負関係下では、混乱を避ける
ためにも、最上位の元方事業主のみがそ
の義務を履行すべきことが定められた
（第 2 項）。分割発注の場合にかかる現
行法第 30 条第 2・3 項に相当する定め
も設けられ（第 3・5・6 項）、そうして
指名された第 3 項による指名を受けた
者は、当該一の場所で就労する全ての関
係請負人の労働者について第 1 項の義
務を履行すべき旨の、現行法第 30 条第
4 項に相当する規定も設けられた（第 4
項）。 
 他方、その第 58 条は、現行法第 31
条とほぼ同趣旨、同文言を定めた。すな
わち、建設業等の特定事業で自身も仕事
を行う最先次の注文者を名宛人として、
作業場の建設物等を関係請負人に使用さ
せる場合、その管理権限とリスク関係情
報の取得のし易さゆえに、法定の安全基
準に適合する設備の提供等の労災防止措
置を講すべきことを定めた。作業場ごと
に一元的な措置を講じさせるため、最先
次の注文者のみに履行義務を課したこと

 

について、このような定め方によって初め
て現行法第 29 条を規定できたという。す
なわち、関係請負人らの安衛法令のコンプ
ライアンスを図る法第 29 条の名宛人を旧
災防法上の元方事業主としたままでは、統
括安全衛生管理義務者に限定されることに
なる。いかに発注者の指名を受けたとはい
え、分割発注下で横の関係に立つ別系統
（別の仕事）の分割受注者に対し、同じ分
割受注者がコンプライアンスの指導・指示
を行うことは難しい、という趣旨と解され
る。 

も、現行法に引き継がれている。 
 その第 59 条は、現行法では第 32 条
に含まれる内容を定めた。すなわち、第
57 条が定める元方事業主の統括管理義
務、第 58 条が定める作業場の注文者が
管理する建設物等にかかる労災防止措置
義務に、これら義務者以外の関係請負人
やその労働者の対応義務を定めた。 
 このように、同法は、現行法でいう特
定元方事業者等による統括管理義務と
個々の事業者が安衛法上負っている義務
の双方からのアプローチにより、「一の
場所」における効果的な労災防止を図っ
た。 

 

○労働基準法研究会報告書による現行

安衛法の骨子の提言（昭和 46 年 7 月 13

日） 

 要約、以下のように提言した。すな

わち、 

 建設業、造船業、鉄鋼業のほか、化

学工業、自動車製造業などでも、構内

下請の形態が増えてきていること、建

設業などで人手不足や工期短縮の要請

等を背景に重建設機械のリース業が進

出してきていること、ジョイントベン

チャー22などの新たな経営方式が登場し

たこと等の変化が生じている。 

 他方、労災防止団体法は、既に、一定

条件下で元方事業主に統括管理責任を課

し、自ら仕事を行う注文者（発注者であ

り建設業者。ただし、仕事内容につい

て、情報と管理権限を持つ者を指す）に

も、種々の労災防止措置を求めている。

請負人にも、必要な措置を求め、その自

助努力と統括管理の双方向からのアプロ

ーチにより、下請混在作業の労災防止が

図られている。 

 
22 報告書の中で、発注者側と受注者側の双
方が、仕事を複数の受注者に平均的に発注
することを望んだ結果と指摘されている。 
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 しかし、以下のような問題が残されて

いる。 

 ・親企業の統括管理責任が未だ弱い。

統括管理者の資格、職務、権限等が法定

されておらず、他の労使への指揮監督が

困難。 

 ・下請企業の責任意識が未だ弱い。

親企業の統括管理責任の設定により、

依存を生んだ面もある。 

 ・ジョイントベンチャーでは、指揮

命令系統が複雑になり、労災防止の主

体が不明確で、そのための連携も困難

になりがち。 

 ・重建設機械等のリースでは、賃借

側に保守点検等の知識や体制がないこ

とが多い。機械の構造要件の遵守義務

の主体など、責任関係も不明確になり

易い。 

 ・化学コンビナート等工場密集地に

おける爆発火災等は、大規模災害に発

展しかねないが、事業場間の連携を促

す枠組みが整備されていない。 

 そこで、建設業、造船業等重層下請

関係にある職場について、元方事業主

の責任で総合安全衛生管理体制の確立

を図るとともに、ジョイント・ベンチ

ャー、リース業者等の労災防止責任を

明確にする。また、危険事業場密集地

における労災防止のための協力体制に

ついて配慮する、と。 

 
 以上の経過につき、補足すべき点は以下
の通り。 
 工場法制定以前は、製造所取締規則、汽
罐、汽罐に関する取締規則、煙火、燐寸及
び魚獣化製造に関する取締規則等により、
各地方庁ごとに取り締まられて来た。主な
名宛人は危険有害物の製造者、設置者等で
あり、むしろ労働者保護の視点が欠けてい
た。爆発物貯庫規定、電気事業法、瓦斯事
業法などの安全法もあったが、労働者保護
がメインではなかった。 
 明治 44 年に制定された工場法は、工業

主を基本的な名宛人として、主に女性と年
少者から成る保護職工の危険有害業務への
就業制限を図りつつ、第 13 条で、一般職
工の安全にも貢献する設備の改善等の措置
を規定した。ただし、具体的な措置は行政
官庁の命令に委任し、同条のみで工業主に
直接的な義務が生じるわけではなかった 23。 
 なお、工場法では、種々の感染症の感染
者や癪（原因不明な疼痛を伴う内臓疾患）
のほか、精神病者、4 週間以内に出産を控
えた者等の就業を禁止していた 24。就業禁
止対象の多くは、旧労基法時代の労働安全
衛生規則にも引き継がれた。 
工場危害予防規則など工場法に紐づく規

則も工業主を主な名宛人としていたが、現
在の安衛法のように、事業者という概念を
設定し、両罰規定を設けて（ただし、両罰
規定が設けられたのは、労基法制定時点
（第 121 条）だった）、半無過失責任を負
わせてはおらず、工場災害の責任所在の画
定は困難と解されていた 25。 
 
1.4.2 背景になった災害等 

 特定の例は挙げがたいが、第 29 条は、
造船業、鉄鋼業、化学工業等では一般的な
構内下請作業を行う請負人やその労働者の
災害率がかなり高く、その要因として、同
人らは、親企業（元方事業者）内での設備
の修理、原材料や製品の運搬、梱包等、親

 
23  鈴木隆治『危害予防規則の施行解説』
（紡績雑誌社、1931 年（昭和 6 年））70
頁。 
24 鈴木前掲書（1931年（昭和 6 年））47 頁。 
25 鈴木前掲書（1931 年（昭和 6 年））59-
60 頁。 
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企業に所属する者より危険性（主に身体損
傷をもたらす引火性、爆発性、転落危険な
ど）や有害性（主に健康障害をもたらす毒
性など）作業を分担することが多い一方、
作業の性質上、自主的な努力のみでは災害
防止効果をあげ難い事情を背景としている。 
第 29 条の 2 は、親企業の構内のうち、

建設工事現場であって、本条が規定するよ
うな条件の場所で関係請負人の労働者に生
じる労災が多かったため、作業場単位の規
制として、平成 4 年の法改正（平成 4 年 5
月 22 日号外法律第 55 号）で設けられたも
のである。 
 
1.5 運用 

1.5.1 適用の実際 

法第 29 条は、罰則がなく、また公表基
準に係る条文に含まれないため、令和 2 年
公表「労働基準関係法令違反に関する公表
事案」（https://www.mhlw.go.jp/content/0
00534084.pdf，最終閲覧日 2020 年 7 月 9
日）で違反件数等をうかがうことはできな
い。是正勧告を典型とする違反の指摘件数
を記した令和 2 年労働基準監督年報（厚生
労働省労働基準局、令和 2 年）の定期監督
等実施状況・法違反状況（令和２年）でも
法第 29 条違反の件数は集計表上から省略
されており、その実態は不明である。 
他の主要条文違反に関するものも含めた

平成 11 年以後の経年データについては、
後掲する【労働基準監督年報（送検件数）

の経年データ①】と【労働基準監督年報

（定期監督等における違反指摘件数）の経

年データ②】を参照されたい。 
しかし、監督官に聴取したところよれば、

法第 29 条は是正勧告では非常によく使わ

れている。建設現場等において下請負人ら
に 1 件でも安衛法規違反があって、元方事
業者に統括管理上の責任がある場合には、
当該下請負人に所要の指導を行うほか、元
方事業者にも本条違反の是正勧告を行わな
ければならないので、結果として、建設現
場の監督指導では高い確率で本条違反で是
正勧告することになる。 
 行政官・元行政官向けの調査から得られ
た適用の具体例は以下の通り（令和２年度
本研究プロジェクトによる行政官・元行政
官向け法令運用実態調査（三柴丈典担当））。 
 木造２階建住宅新築工事で、1 次下請人
の労働者（被災者）が、建材を持ったまま
窓に近づいたところ、ユニットバス設置用
ピットから 3m 下の１F 床に墜落した。被
災者は、墜落制止用器具を着用していたが、
その取付設備はなく、ピット周囲に囲い、
手すり、覆い等が設けられておらず、それ
が困難な事情も認められなかったため、当
該下請業者には、安衛法第 21 条第 2 項
（安衛則第 519 条第 1 項）違反で是正勧告
し、その元請には、第 29 条第 1 項違反で
是正勧告した例がある。 
 土木建設用鋼材リース事業者の構内で、
その洗浄や整備の請負会社の作業員がアー
ク溶接を行っていたが、当該作業員に対し
アーク溶接特別教育を受講させていなかっ
た件で、当該請負会社に安衛法第 59 条第
3 項違反を指摘したうえで、元請のリース
会社に安衛法第 29 条第 1 項違反を指摘し
た例がある。 
 
【土木建設用鋼材】 
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企業に所属する者より危険性（主に身体損
傷をもたらす引火性、爆発性、転落危険な
ど）や有害性（主に健康障害をもたらす毒
性など）作業を分担することが多い一方、
作業の性質上、自主的な努力のみでは災害
防止効果をあげ難い事情を背景としている。 
第 29 条の 2 は、親企業の構内のうち、

建設工事現場であって、本条が規定するよ
うな条件の場所で関係請負人の労働者に生
じる労災が多かったため、作業場単位の規
制として、平成 4 年の法改正（平成 4 年 5
月 22 日号外法律第 55 号）で設けられたも
のである。 
 
1.5 運用 

1.5.1 適用の実際 

法第 29 条は、罰則がなく、また公表基
準に係る条文に含まれないため、令和 2 年
公表「労働基準関係法令違反に関する公表
事案」（https://www.mhlw.go.jp/content/0
00534084.pdf，最終閲覧日 2020 年 7 月 9
日）で違反件数等をうかがうことはできな
い。是正勧告を典型とする違反の指摘件数
を記した令和 2 年労働基準監督年報（厚生
労働省労働基準局、令和 2 年）の定期監督
等実施状況・法違反状況（令和２年）でも
法第 29 条違反の件数は集計表上から省略
されており、その実態は不明である。 
他の主要条文違反に関するものも含めた

平成 11 年以後の経年データについては、
後掲する【労働基準監督年報（送検件数）

の経年データ①】と【労働基準監督年報

（定期監督等における違反指摘件数）の経

年データ②】を参照されたい。 
しかし、監督官に聴取したところよれば、

法第 29 条は是正勧告では非常によく使わ

れている。建設現場等において下請負人ら
に 1 件でも安衛法規違反があって、元方事
業者に統括管理上の責任がある場合には、
当該下請負人に所要の指導を行うほか、元
方事業者にも本条違反の是正勧告を行わな
ければならないので、結果として、建設現
場の監督指導では高い確率で本条違反で是
正勧告することになる。 
 行政官・元行政官向けの調査から得られ
た適用の具体例は以下の通り（令和２年度
本研究プロジェクトによる行政官・元行政
官向け法令運用実態調査（三柴丈典担当））。 
 木造２階建住宅新築工事で、1 次下請人
の労働者（被災者）が、建材を持ったまま
窓に近づいたところ、ユニットバス設置用
ピットから 3m 下の１F 床に墜落した。被
災者は、墜落制止用器具を着用していたが、
その取付設備はなく、ピット周囲に囲い、
手すり、覆い等が設けられておらず、それ
が困難な事情も認められなかったため、当
該下請業者には、安衛法第 21 条第 2 項
（安衛則第 519 条第 1 項）違反で是正勧告
し、その元請には、第 29 条第 1 項違反で
是正勧告した例がある。 
 土木建設用鋼材リース事業者の構内で、
その洗浄や整備の請負会社の作業員がアー
ク溶接を行っていたが、当該作業員に対し
アーク溶接特別教育を受講させていなかっ
た件で、当該請負会社に安衛法第 59 条第
3 項違反を指摘したうえで、元請のリース
会社に安衛法第 29 条第 1 項違反を指摘し
た例がある。 
 
【土木建設用鋼材】 
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（金岡忠商事株式会社の WEB サイト（htt

p://www.kanaokachu.co.jp/products/，最

終閲覧日 2022年 6月 27日）） 
 
 関係請負人が小型車両系建設機械を使っ
てフレコンバックの吊り上げ作業中、荷掛
け作業中の労働者が荷と建設機械に手を挟
まれて負傷した事案で、当該請負人に車両
系建設機械の用途外使用、当該機械の運転
にかかる特別教育を修了しない者の就業と
いう違法が認められため、元方事業者に第
29 条違反の指摘をした例がある。 
 
【建設機械によるフレコンバックの吊り上
げ】 

 

（建設荷役車両安全技術協会の WEB サイト

（ http://www.sacl.or.jp/case/disaster/

1787，最終閲覧日 2022年 6月 27日）） 
 
 建設業に限らず適用可能であり、元方事
業者から請け負った仕事を行う請負人やそ

の労働者に安衛法令違反が認められた場合、
本条違反を考え、元方事業者による指導が
なかったことや、違反を認識しながら放置
したことが確認されれば、それを指摘する
ようにしている。下請の法令違反があれば、
殆ど本条違反の是正勧告をするが、元方が
下請に何らかの指導を行っていることも多
いので、「必要な指導を“十分”行っていな
いこと」など、表現を和らげることもある
との情報もあった。 
特定元方事業者に統括管理義務を課した

第 30 条や、発注者に建設物等にかかる労
災防止措置を義務づけた第 31 条など、罰
則付きの条規（特に第 31 条）の適用を先
に考え、それが困難な場合に本条を適用す
るとの情報もあった。 
 これら罰則付きの規定には紐づく安衛則
（労働者と労働契約関係にない元方等の負
う義務の内容を具体化する第 4 編の規定）
があり、下請に違反があった場合にも、元
方に当該規則違反を指摘し、必要に応じて
刑事罰を含む厳しい行政処分を下せるが、
これらの規定は主に土木建設業、製造業を
対象としており、下請の違反が化学物質に
関する特化則、有機則等である場合、たと
え本来的に元請の支援が必要でも、罰則の
ない安衛法第 29 条しか適用できなかった
との情報もあった。 
 すなわち、メンテナンス工事の現場での
有機溶剤等を用いたタッチアップ作業（傷
や塗料の剥がれ落ちの補修等）に従事する
下請業者に、知識不足から有害性認識が欠
け、呼吸用保護具を装着させる等の法令上
の措置が実施されておらず、当該業者には
該当する特別規則違反を指摘したが、元請
には指摘できなかった例があったという。 
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第 29 条や第 29 条の 2 には罰則が付いて
いないこともあり、実質的に同法違反に当
たるか、それにも該当し得るが、むしろ脱
法的な偽装請負に当たるようなケースには、
労働者派遣法第 45 条の適用で対応するこ
とがある。すなわち、建設業での重層的請
負関係の末端労働者は、実質的に労働者供
給であって、実質的な使用者は元方事業者
ら請負関係上位者であることも多い。そう
したケースでの法第 20 条の措置義務違反
につき、派遣法第 45 条のみなし規定（派
遣先を安衛法上の事業者とみなす規定）を
適用して、彼らを立件することがあるとの
情報もあった。 
 監督指導の立場では、特に第 29 条に罰
則が付いていないことをもどかしく感じる
との意見が多かった。 
 
1.5.2 関係判例 

（1）現行安衛法の制定前に、刑事上、広

義の安全衛生法上の「使用者」には元請や

その現場監督主任者等も含まれることを示

した例（河村産業所事件（鍋田農協倉庫倒

壊事件）名古屋高判昭和 47 年 2 月 28 日判

例時報 666 号 94 頁（原審：名古屋地判昭

和 46 年 3 月 23 日注解労働安全衛生関係法

令解釈例規集。上告後、最 2 小判昭和 48

年 3 月 9 日注解労働安全衛生関係法令解釈

例規集で棄却された）（確定）） 

 
<事実の概要> 

 被告人 B は、土木建設業者である A 産
業の建築工事主任として、同社が請け負っ
た平屋の米穀倉庫（屋根高 8.5m、床面積
742.5 ㎡）の新築工事（以下、「本件建築工
事」という。）につき、下請業者等を指揮

監督し、施行一切を総括していた。 
すなわち、A 産業は、本件建築工事につ

き、型わくとその支保工の組立工事を親方
だった G に請け負わせた他、土工工事、
コンクリートパイル（さまざまな構造物を
支えるための基礎杭（図参照））打込工事
など、各工事ごとに、L、M、O、P、Q、
S 等の親方に下請させ、B の指揮監督のも
とに施工していた。 
主に建築物の骨組みや下部の構築（基礎

土工、鉄筋・鉄骨の組立、側壁下部のコン
クリート打設等）の終了後、G が C に下
請させ、C が一部を V に下請させて、コン
クリートで形成する屋根スラブ（板）と梁
（水平方向の部材）の型わく（液状の素材
を固める際に一定の形状になるよう誘導す
る枠組み）と、それが不安定な状態にある
間、下から支える支保工（以下、「本件型
わく支保工」という。）を施工した。本件
型わく支保工については、被告人と配下の
現場係員 H、G と C が協議して、H が作
成した組立図に基づき、A 産業が貸与した
パイプサポート（長さ調節ができる鋼管の
支柱（図参照）。安衛則第 107 条で規制さ
れている）を 3 本継ぎ足し、継ぎ目に敷板
等を挟んで組み立てることとした。施工は、
C と V が担当した。その後、被告人が直接
に、または、その配下の H、I、D 等に指
示して間接的に、別の会社 X から購入した
生コンクリートを、また別の会社 Y から提
供されたポンプ車を用い、更に別の会社
Y1 と L から供給された左官業 E の職人や
鳶、土工人夫を指揮して、かなり強く雨が
降る条件下、側壁、梁と屋根スラブのコン
クリート打設作業（型わくにコンクリート
を流し込む作業）を行わせていた。この際、
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第 29 条や第 29 条の 2 には罰則が付いて
いないこともあり、実質的に同法違反に当
たるか、それにも該当し得るが、むしろ脱
法的な偽装請負に当たるようなケースには、
労働者派遣法第 45 条の適用で対応するこ
とがある。すなわち、建設業での重層的請
負関係の末端労働者は、実質的に労働者供
給であって、実質的な使用者は元方事業者
ら請負関係上位者であることも多い。そう
したケースでの法第 20 条の措置義務違反
につき、派遣法第 45 条のみなし規定（派
遣先を安衛法上の事業者とみなす規定）を
適用して、彼らを立件することがあるとの
情報もあった。 
 監督指導の立場では、特に第 29 条に罰
則が付いていないことをもどかしく感じる
との意見が多かった。 
 
1.5.2 関係判例 

（1）現行安衛法の制定前に、刑事上、広

義の安全衛生法上の「使用者」には元請や

その現場監督主任者等も含まれることを示

した例（河村産業所事件（鍋田農協倉庫倒

壊事件）名古屋高判昭和 47 年 2 月 28 日判

例時報 666 号 94 頁（原審：名古屋地判昭

和 46 年 3 月 23 日注解労働安全衛生関係法

令解釈例規集。上告後、最 2 小判昭和 48

年 3 月 9 日注解労働安全衛生関係法令解釈

例規集で棄却された）（確定）） 

 
<事実の概要> 

 被告人 B は、土木建設業者である A 産
業の建築工事主任として、同社が請け負っ
た平屋の米穀倉庫（屋根高 8.5m、床面積
742.5 ㎡）の新築工事（以下、「本件建築工
事」という。）につき、下請業者等を指揮

監督し、施行一切を総括していた。 
すなわち、A 産業は、本件建築工事につ

き、型わくとその支保工の組立工事を親方
だった G に請け負わせた他、土工工事、
コンクリートパイル（さまざまな構造物を
支えるための基礎杭（図参照））打込工事
など、各工事ごとに、L、M、O、P、Q、
S 等の親方に下請させ、B の指揮監督のも
とに施工していた。 
主に建築物の骨組みや下部の構築（基礎

土工、鉄筋・鉄骨の組立、側壁下部のコン
クリート打設等）の終了後、G が C に下
請させ、C が一部を V に下請させて、コン
クリートで形成する屋根スラブ（板）と梁
（水平方向の部材）の型わく（液状の素材
を固める際に一定の形状になるよう誘導す
る枠組み）と、それが不安定な状態にある
間、下から支える支保工（以下、「本件型
わく支保工」という。）を施工した。本件
型わく支保工については、被告人と配下の
現場係員 H、G と C が協議して、H が作
成した組立図に基づき、A 産業が貸与した
パイプサポート（長さ調節ができる鋼管の
支柱（図参照）。安衛則第 107 条で規制さ
れている）を 3 本継ぎ足し、継ぎ目に敷板
等を挟んで組み立てることとした。施工は、
C と V が担当した。その後、被告人が直接
に、または、その配下の H、I、D 等に指
示して間接的に、別の会社 X から購入した
生コンクリートを、また別の会社 Y から提
供されたポンプ車を用い、更に別の会社
Y1 と L から供給された左官業 E の職人や
鳶、土工人夫を指揮して、かなり強く雨が
降る条件下、側壁、梁と屋根スラブのコン
クリート打設作業（型わくにコンクリート
を流し込む作業）を行わせていた。この際、
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雨で流動性が高まった打設中のコンクリー
ト約 187 トンが屋根の一部に流動したため、
荷重の偏りが生じて支保工が崩壊し、屋根
の上で打設作業に従事していた E の作業員
F が床上に落下し、コンクリートに埋没し
て窒息死したほか、やはり屋根上で作業を
していた A 産業の D ほか 12 名が落下して
重軽傷を負った。 
そこで、第 1 に、下請業者等を指揮して

安定的な支保工を構築し、それが本件のよ
うな条件下でも安定を保つよう点検する等
して事故の発生を未然に防ぐ注意義務を怠
った点が業務上過失致死傷罪（刑法第 211
条前段）（以下、「第 1 罪」という）に当た
り、第 2 に、その注意義務のうち、特に下
請業者等をして敷板等を 2 段挟んで型わく
支保工を組み立てることを許容した点が当
時の安衛則第 107 条の 7第 1 号（使用者に
対して型わく支保工の安定性確保のため、
原則として敷板・敷角等を 2 段以上挟まな
いことを定めた規定）、労基法第 42 条（使
用者に対して機械器具、有害物等様々なリ
スクにかかる一般的な危害防止措置を義務
づけた規定）に抵触し、労基法違反罪（同
法第 119 条第 1号）（以下、「第 2罪」とい
う）に当たるとして、被告人が起訴された。 

1 審は、第 1 罪につき、本件のような場
合、（当時の）安衛則第 107 条の 7 に徴し
ても、パイプサポートを支柱として支保工
を組み立てる際に、敷板等を 2 段以上挟ま
ないよう、予め下請業者等を指揮監督し、
やむを得ず、そうした方法をとる場合にも、
安定的な構造、水平つなぎ（縦のパイプサ
ポートを横（水平）で繋いで安定させる棒
型の器具）、筋かい等の補強措置を講じる
等してその安定を確保し、点検する等の危

険防止措置を講じる注意義務があるのに、
敷板等を 2 段に挟んでパイプサポートを 3
段積みとし、なおかつ、パイプサポートの
中心のゆがみ、パイプサポートの端板が敷
板等に固定されていない状態、折損して溶
接しただけのパイプサポート等の問題を放
置する等、その安定性の確保や点検を行わ
なかったことを以て同罪に当たるとした。
他方、第 2 罪については、労基法上の適用
法条がいずれも「使用者」を名宛人として
おり、同法第 10 条は、その使用者につき、
「事業主又は事業の経営担当者その他その
事業の労働者に関する事項について、事業
主のために行為をするすべての者」と定め
て範囲を限定し、第 87 条（重層的請負構
造では元請を使用者とみなす旨の規定）以
外に例外規定はないので、当該適用法条に
いう使用者は、取締対象事項にかかる労働
者（保護対象である労働者）の直接の使用
者のみを指し、元請等は含まれず、被告人
は、単なる元請の現場監督者に過ぎず、使
用関係を生ずるいわれはないとして、同罪
に当たらないとし、罰金 5,000 円とした 
そこで、検察側が控訴した。 

 
＜判旨～原判決破棄、検察側控訴認容～＞ 

 ＜事実の概要＞に記した本件の事実関係
に加え、被告人が指揮監督して本件型わく
支保工を施工させた「前記下請業者は、M
株式会社を除いて、いずれも弱小の業者で
あり」、C、V はもとより G も、「型わく大
工の頭領に過ぎず、建築工学の専門的な知
識など有」せず、「名目は請負といっても、
材料の一部と労働者を提供したにひとし
い」ことを踏まえると、被告人は、本件建
築工事の元請人である A 産業の建築主任技
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術者（一級建築士の資格を有する）として、
本件「型わく支保工の組立工事に関
し、・・・実際に施工した下請人ならびに
その雇傭する労働者に対する関係において、
実質上、現場における作業上の指揮監督を
し、かつ、現場におけるその安全措置をと
るべき権能と義務を有していた」だけでな
く、その型枠支保工を利用して、「コンク
リート打設作業等に従事した A 産業の現場
係員はもとより、A 産業と直接雇傭関係の
ない鳶、土工、左官等各労働者に対する関
係」でも、「現場における・・・作業上、
総括的に、実質的な指揮監督をし、かつ、
現場における安全措置を講ずべき権能と義
務を有していた」。 
 A 産業と G や L、S 等との間の請負契約
書中には、「労基法・・・等、使用者とし
ての法律に規定された一切の義務は、乙
（＝G）に於いて負担する」等の約定がな
されているが、「例文的なものとみられ、
少くとも、本件建築現場のスラブ型わくな
らびにその支保工についての、労働基準法
の規定による危害防止の義務に関する限り、
その効力を有しない・・・と解すべきであ
る」。 
 ところで、労基法第 10 条は、使用者に
つき、「事業主又は事業の経営担当者その
他その事業の労働者に関する事項について、
事業主のために行為をするすべての者」と
定めているが、同法は、労働者の労働条件
の保護と向上を目的として制定されたもの
で、規制の対象事項も、労働契約、賃金、
労働時間・・・安全衛生等多岐にわたって
いるから、同条にいう「『使用者』の概念
は、・・・画一的に定めることはできな
い」のであって、例えば、賃金支払い面で

の使用者と安全衛生面が一致する必要はな
い。「そうでなければ、現今におけるごと
く、複雑多様な労働関係において、労働者
の労働条件の保護と向上を図ることは困難
となるからである」。 
 本件におけるように、重層的請負請負関
係の場合、例えば型わく支保工という 1 つ
の設備等を関係請負人が次々と使用するこ
とになるから、元請の労働者のみならず、
これら下請の労働者も、その安全性につい
て重大な利害関係を有するので、施工を担
当する下請人に労基法上の安全義務を尽く
せる能力がない場合、工事を総括する元請
人がその義務を負担しなければ、極めて不
合理、不都合な結果を生じる。また、下請
関係にも様々あり、使用する労働者の安全
面の法的義務を負担する能力のない下請人
に、その法的義務を負担させ、その負担能
力を有する元請人にその責任を免れさせる
ことは、極めて不合理、不都合である。 
 よって、このような場合、元請人におい
て、一般的な労務管理面では関係を有しな
い労働者との関係でも、当該労働者の保護
と安全を確保すべき施設の施工ならびにそ
の利用に関し、実質的な指揮監督の権限を
有する以上、労基法第 10 条及び第 42 条に
いう「使用者」に該当すると解すべきであ
り（同法第 87 条の存在をもって、この解
釈は妨げられない）、従って、被告人は、
同法第 10 条が定める「使用者」に該当し、
同法第 42 条が定める使用者としての義務
を負担する。 
 
＜判決から汲み取り得る示唆＞ 

 労基法や安衛法上の使用者概念は、刑事
事件でも法の趣旨目的に照らして柔軟に解
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術者（一級建築士の資格を有する）として、
本件「型わく支保工の組立工事に関
し、・・・実際に施工した下請人ならびに
その雇傭する労働者に対する関係において、
実質上、現場における作業上の指揮監督を
し、かつ、現場におけるその安全措置をと
るべき権能と義務を有していた」だけでな
く、その型枠支保工を利用して、「コンク
リート打設作業等に従事した A 産業の現場
係員はもとより、A 産業と直接雇傭関係の
ない鳶、土工、左官等各労働者に対する関
係」でも、「現場における・・・作業上、
総括的に、実質的な指揮監督をし、かつ、
現場における安全措置を講ずべき権能と義
務を有していた」。 
 A 産業と G や L、S 等との間の請負契約
書中には、「労基法・・・等、使用者とし
ての法律に規定された一切の義務は、乙
（＝G）に於いて負担する」等の約定がな
されているが、「例文的なものとみられ、
少くとも、本件建築現場のスラブ型わくな
らびにその支保工についての、労働基準法
の規定による危害防止の義務に関する限り、
その効力を有しない・・・と解すべきであ
る」。 
 ところで、労基法第 10 条は、使用者に
つき、「事業主又は事業の経営担当者その
他その事業の労働者に関する事項について、
事業主のために行為をするすべての者」と
定めているが、同法は、労働者の労働条件
の保護と向上を目的として制定されたもの
で、規制の対象事項も、労働契約、賃金、
労働時間・・・安全衛生等多岐にわたって
いるから、同条にいう「『使用者』の概念
は、・・・画一的に定めることはできな
い」のであって、例えば、賃金支払い面で

の使用者と安全衛生面が一致する必要はな
い。「そうでなければ、現今におけるごと
く、複雑多様な労働関係において、労働者
の労働条件の保護と向上を図ることは困難
となるからである」。 
 本件におけるように、重層的請負請負関
係の場合、例えば型わく支保工という 1 つ
の設備等を関係請負人が次々と使用するこ
とになるから、元請の労働者のみならず、
これら下請の労働者も、その安全性につい
て重大な利害関係を有するので、施工を担
当する下請人に労基法上の安全義務を尽く
せる能力がない場合、工事を総括する元請
人がその義務を負担しなければ、極めて不
合理、不都合な結果を生じる。また、下請
関係にも様々あり、使用する労働者の安全
面の法的義務を負担する能力のない下請人
に、その法的義務を負担させ、その負担能
力を有する元請人にその責任を免れさせる
ことは、極めて不合理、不都合である。 
 よって、このような場合、元請人におい
て、一般的な労務管理面では関係を有しな
い労働者との関係でも、当該労働者の保護
と安全を確保すべき施設の施工ならびにそ
の利用に関し、実質的な指揮監督の権限を
有する以上、労基法第 10 条及び第 42 条に
いう「使用者」に該当すると解すべきであ
り（同法第 87 条の存在をもって、この解
釈は妨げられない）、従って、被告人は、
同法第 10 条が定める「使用者」に該当し、
同法第 42 条が定める使用者としての義務
を負担する。 
 
＜判決から汲み取り得る示唆＞ 

 労基法や安衛法上の使用者概念は、刑事
事件でも法の趣旨目的に照らして柔軟に解
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釈し得る。現場での実質的な指揮監督権限
を持ち、安全措置の権能と義務を有する者
は、安全衛生面につき、それらの法律上の
「使用者」と解し得るため、それらの法規
の保護対象と直接雇傭関係にない、工事の
発注者、元請業者や、その現場監督主任者
等もそれに該当し得る。 
 のみならず、安衛法上の用語、特に不確
定法概念は、全般に、その趣旨目的に照ら
して照らして解釈され得ることも窺われる。 
 
（2）元請らは、下請やその労働者らに対

して民事上の安全配慮義務（本件では安全

保証義務）を負い得ることを示した例（大

石塗装・鹿島建設事件最 1 小判昭和 55 年

12 月 18 日最高裁判所民事判例集 34 巻 7

号 888 頁（1 審：福岡地小倉支判昭和 49

年 3 月 14 日最高裁判所民事判例集 34 巻 7

号 895 頁、原審：福岡高判昭和 51 年 7 月

14 日最高裁判所民事判例集 34 巻 7 号 906

頁）（確定）） 

 
<事実の概要> 

 亡 A は、被災当時、Y1（被告・被控訴
人・被上告人）に塗装工として雇用されて
いた。Y1 は、訴外 B（原発注者）から転
炉工場建設工事を請け負う Y2（被告・被
控訴人・被上告人）の下請業者であった。
1968 年（昭和 43 年）1 月、亡 A は、当該
転炉工場の鉄骨塗装工事現場で塗装作業中
に墜落し、即死した（以下、「本件災害」
という。）。工事現場には、鉄骨からチェー
ンで吊り下げ、直角に組まれた鉄製パイプ
の上に足場板が置かれ、その上に養生網と
呼ばれる金網が敷かれていたほか、各人に
命綱の着装使用が促されていたことから、

塗装工の墜落は二重に防止される仕組みと
なっていたが、亡 A が命綱を外し、かつ、
養生網の継ぎ目部分に流口部が存したこと
が、本件災害の直接的な原因となった。そ
こで、亡 A の両親（X1、X2[原告、控訴人、
上告人]）及び兄弟姉妹（X3～7[原告、控
訴人]）が、Y1、Y2 を相手方として、労働
契約に基づく安全保証義務違反及び不法行
為を根拠に損害賠償を請求した。本件の主
な争点は、①Y らの帰責事由ないし過失の
有無、②直接的な契約関係のない Y2 が安
全保証義務を負担するか、の 2 点であった。 
 1 審（福岡地判昭和 49 年 3 月 14 日判例
時報 749 号 109 頁他）は、②につき、事
実上、注文者から、作業について、場所設
備、機材等の提供、指揮監督を受ける以上、
「注文者において請負人の被用者たる労働
者に対し、被用者たる第三者のためにする
契約或は請負人の雇傭契約上の安全保証義
務の重畳的引受として、直接、その提供す
る設備等についての安全保証義務を負担す
る趣旨の約定を包含する」とし、Y1 には
雇傭契約の内容として、Y2 には Y1 との下
請契約の内容として、亡 A に対し、(a)命
綱の慎重な使用について安全教育を施すべ
き義務、(b)破れや開口部その他の瑕疵が
ない完全な養生網を設置すべき義務があっ
たとしたが、Y らはこれらの義務を履行し
ており、本件災害は専ら禁止行為を無視し、
おそらくは塗料の上げ下げのため自ら開披
して生じた養生網の流口部から墜落した亡
A の過失に起因し、Y らにはなんら帰責事
由はない、と結論づけた。 
 対する原審（福岡高判昭和 51 年 7 月 14
日民集 34 巻 7 号 906 頁）は、②につき、
確たる法律構成は示さずに、（イ）Y1Y2 間
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の下請契約を媒体として、(ロ)場所、設備、
器具類の提供、(ハ)直接的な指揮監督、
(ニ)Y1 が組織的、外形的に Y2 の一部門の
如き密接な関係にあること、(ホ)Y1 の労
働者の安全確保にとって Y2 の協力が不可
欠であること、等の事情から、「実質上請
負人の被用者たる労働者と注文者との間に、
使用者、被使用者の関係と同視できるよう
な経済的、社会的関係が認められる場合に
は注文者は請負人の被用者たる労働者に対
しても請負人の雇傭契約上の安全保証義務
と同一内容の義務を負担する」との一般論
を述べたうえ、1 審同様、本件では Y らに
(a)(b)の具体的安全保証義務があるとする
一方で、補助事実や間接事実の評価から、
災害原因事実に関する 1 審の推定を（その
可能性を残しつつ）覆し、本件災害は監視
の強化により防止し得たとして義務違反を
認め、亡 A の不注意にかかる 5 割の過失
相殺分、労災保険金既払分を差し引いた逸
失利益の相続分につき、X1、X2 への支払
を命じた。 
 
＜判旨～一部破棄自判～＞ 

 (i)「亡 A には本件損害の発生につき少
なくとも 5 割の割合をもって過失があると
認められる旨の原審の判断は、正当として
是認することができないものではなく、原
判決に所論の違法はない」。 
 (ii)「原審が認容した請求は不法行為に
基づく損害賠償請求ではなくこれと択一的
に提起された Y らが亡 A に対して負担す
べき同人と Y1 との間の雇傭契約上の安全
保証義務違背を理由とする債務不履行に基
づく損害賠償請求であることが原判決の判
文に照らして明らかであるから、所論中前

者の請求であることを前提として原判決の
判断を非難する部分は理由がない」。 
 
＜判決から汲み取り得る示唆＞ 

 本条（第 29 条、第 29 条の 2）に直接言
及してはいないが、関連する民事上の代表
的判例である。注文者といわゆる社外工の
間に、使用関係と同視できるような経済的、
社会的関係が認められる場合、注文者は社
外工に対してその直接の雇用者と同じ安全
配慮義務を負うことが示唆される。 
 
（3）元請の安衛法第 29 条、第 30 条違反

が下請の労働者に対する債務不履行に当た

るとされた例（尼崎港運・黒崎産業事件神

戸地尼崎支判昭和 54 年 2 月 16 日判例時報

941号 84頁） 

 
＜事実の概要＞ 

 本件災害の 2 日前に、土木工事業者であ
る Y2（被告。Y1 の下請。X を雇用した代
表者個人から本件災害後に営業譲渡された
法人だが、ここでは両者を同一と取り扱
う）の被用者となった X（原告）は、Y2
所有の大型トラックの荷台上で、運河上の
曳舟（タグボート）からの金属スクラップ
の陸揚げに関わる作業を行っていたところ、
そのスクラップの破片が左眼に突き刺さる
災害（本件災害）に見舞われた。 
 すなわち、X が、同僚 2 名と共に、前記
タグボートから、Y1 所有の移動式クレー
ンにより積み込まれた金属スクラップをな
らしていたところ、クレーンに付けられた
マグネットで荷台から 1ｍ強まで引き上げ
て落とされたスクラップ破片が飛び散り、
X の左眼に突き刺さった。激痛のため、運
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の下請契約を媒体として、(ロ)場所、設備、
器具類の提供、(ハ)直接的な指揮監督、
(ニ)Y1 が組織的、外形的に Y2 の一部門の
如き密接な関係にあること、(ホ)Y1 の労
働者の安全確保にとって Y2 の協力が不可
欠であること、等の事情から、「実質上請
負人の被用者たる労働者と注文者との間に、
使用者、被使用者の関係と同視できるよう
な経済的、社会的関係が認められる場合に
は注文者は請負人の被用者たる労働者に対
しても請負人の雇傭契約上の安全保証義務
と同一内容の義務を負担する」との一般論
を述べたうえ、1 審同様、本件では Y らに
(a)(b)の具体的安全保証義務があるとする
一方で、補助事実や間接事実の評価から、
災害原因事実に関する 1 審の推定を（その
可能性を残しつつ）覆し、本件災害は監視
の強化により防止し得たとして義務違反を
認め、亡 A の不注意にかかる 5 割の過失
相殺分、労災保険金既払分を差し引いた逸
失利益の相続分につき、X1、X2 への支払
を命じた。 
 
＜判旨～一部破棄自判～＞ 

 (i)「亡 A には本件損害の発生につき少
なくとも 5 割の割合をもって過失があると
認められる旨の原審の判断は、正当として
是認することができないものではなく、原
判決に所論の違法はない」。 
 (ii)「原審が認容した請求は不法行為に
基づく損害賠償請求ではなくこれと択一的
に提起された Y らが亡 A に対して負担す
べき同人と Y1 との間の雇傭契約上の安全
保証義務違背を理由とする債務不履行に基
づく損害賠償請求であることが原判決の判
文に照らして明らかであるから、所論中前

者の請求であることを前提として原判決の
判断を非難する部分は理由がない」。 
 
＜判決から汲み取り得る示唆＞ 

 本条（第 29 条、第 29 条の 2）に直接言
及してはいないが、関連する民事上の代表
的判例である。注文者といわゆる社外工の
間に、使用関係と同視できるような経済的、
社会的関係が認められる場合、注文者は社
外工に対してその直接の雇用者と同じ安全
配慮義務を負うことが示唆される。 
 
（3）元請の安衛法第 29 条、第 30 条違反

が下請の労働者に対する債務不履行に当た

るとされた例（尼崎港運・黒崎産業事件神

戸地尼崎支判昭和 54 年 2 月 16 日判例時報

941号 84頁） 

 
＜事実の概要＞ 

 本件災害の 2 日前に、土木工事業者であ
る Y2（被告。Y1 の下請。X を雇用した代
表者個人から本件災害後に営業譲渡された
法人だが、ここでは両者を同一と取り扱
う）の被用者となった X（原告）は、Y2
所有の大型トラックの荷台上で、運河上の
曳舟（タグボート）からの金属スクラップ
の陸揚げに関わる作業を行っていたところ、
そのスクラップの破片が左眼に突き刺さる
災害（本件災害）に見舞われた。 
 すなわち、X が、同僚 2 名と共に、前記
タグボートから、Y1 所有の移動式クレー
ンにより積み込まれた金属スクラップをな
らしていたところ、クレーンに付けられた
マグネットで荷台から 1ｍ強まで引き上げ
て落とされたスクラップ破片が飛び散り、
X の左眼に突き刺さった。激痛のため、運
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転室で休もうとして、荷台前方から直接運
転席へ体を移そうと、ドアの把手に左手を
かけて、その下の狭い出っ張りに足をかけ
たところ、足を滑らせて、把手に左手を残
したままぶら下がって体をねじるように滑
り落ちると同時に、車体で首、肩、腰部を
強打し、左眼球内異物、頸椎・腰椎捻挫の
傷害を負った。X は、然るべき治療を受け
たが、結局左眼は失明し、本件災害から 4
ヶ月ほど就労不能、その後、就労可能とな
ったが、12 級に該当する障害、左眼の失
明（8 級）と合わせて 7 級の障害（労働能
力喪失率 56％）を残した。 
 
＜判旨～X請求認容、一部棄却～＞ 

 本件作業現場は、スクラップの破片等が
飛来して労働者に危険を及ぼすおそれがあ
ったから、保護眼鏡等の保護具を使用させ
るべきだったのにしていなかったので、保
護具等により、飛来物による危険防止措置
を求める安衛則第 538 条に反していた。 
 また、曳船からスクラップをクレーンで
卸すのに、作業主任者を選任していなかっ
たから、一定規模の船舶への一定の方法に
よる荷の積み卸しに際して作業主任者を選
任して、労働者を指揮させること等を定め
る安衛法第 14 条、同法施行令第 6 条第 13
号に反していたし、1 回に 300kg 以上のス
クラップをクレーンで運んでいたのに、作
業指揮者を選任していなかったから、貨車
への一定以上の重量の荷の積み卸しに際し
て作業指揮者を選任すべきこと、作業の手
順を決定させること等を定める安衛則第
420 条にも反していた。 
 すると、Y2 の代表者個人は、事業者と
して、前掲のような安全保護義務の不完全

履行があり、Y2 は、その債務不履行責任
を重畳的に負う。Y1 は、事業者には当た
らないが、その作業場構内で、Y2 に下請
させている関係にあって、同一作業場での
元請としての作業の分担、実施の状況から
すれば、元方事業者として、前記認定の安
衛法規違反につき関係請負人の労働者に必
要な指導、指示を行うべきなのに（安衛法
第 29 条）しなかったこと、また、特定元
方事業者としても、労災防止のために定期
的な協議組織の設置、開催等の措置を講ず
べきなのに（安衛法第 30 条）行わなかっ
たことが認められるから、安全保護義務の
不完全履行があった。 
 従って、Y らは各自、右債務不履行によ
り X に生じた損害を賠償する義務がある。 
 
＜判決から汲み取り得る示唆＞ 

 元請である Y1 に、下請の（安衛法令違
反による）民事上の安全保護義務について、
重畳的に債務不履行責任を負わせるのでは
なく、法第 29 条違反と第 30 条違反を根拠
に、安全保護義務違反と判断している。す
なわち、元請とも重なる元方事業者を名宛
人とする安衛法違反をそのまま安全保護義
務違反と解している。 
 法第 29 条違反の認定に際しては、構内
（親企業の支配下にあって親企業の仕事を
行う場所）での混在作業から生じる労災を
防止するため、自身も仕事を分担する（：
仕事を丸投げしていない）ため、仕事にか
かるリスクの情報と管理権限の双方を持ち
得る元方事業者を名宛人とすることで、そ
の実効を図った同条の趣旨を汲み、構内で
の請負関係と、作業の分担や実施状況を前
提に、その適用を認めたことが特筆される。 
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（4）下請の労働者が化学物質（ノルマル

ヘキサン）へのばく露で多発性神経炎に罹

患した事案において、元請－下請での指示

関係があったことを前提として、当該有害

化学物質を提供していたこと、過去に取扱

い経験があったこと等を理由として、ばく

露防止のための下請への指示、指導を怠っ

たことをもって、元請の過失責任を認めた

例（みくに工業事件長野地諏訪支判平成 3

年 3 月 7 日労働判例 588 号 64 頁）（帰趨

不明）） 

 
＜事実の概要＞ 

 X1～X3（原告ら）の 3 名は、K 製作所

（光学機械器具部品加工等を業とする資本

金 200 万円、従業員数 20 数名の会社）の

従業員であった。同製作所は、Y（被告：

みくに工業。工作機械類の製造等を業とす

る資本金 3000 万円の会社）から腕時計針

の印刷加工（本件業務）の発注を受け、X
らを従事させていた。Y は、訴外 S 社から、

当該業務を受注した経緯がある。これは、

腕時計の針の中心線をインク印刷する業務

で、インク汚れ落とし等の目的で、有機則

所定の第二種有機溶剤であるノルマルヘキ

サンを主成分とする有機溶剤（A-ベンジ

ン）を使用するものだった。Y は、K 製作

所に、本件業務に必要な機械器具、備品、

治工具を無償で貸与したほか、A-ベンジン

とインクを支給した。 
X らは、この業務に約 4 ヶ月～2 年弱従

事したところで、ノルマルヘキサン吸引に

よる多発神経炎に罹患し（本件疾病）、両

上肢末梢の筋力低下、両下肢の筋力低下等

の症状となり（本件災害）、X1、X2 は、

稼働は困難な状態、X3 は、時折手のしび

れを感じるものの、労働に支障ない状態ま

で回復した。 
 なお、K 製作所は、Y から本件業務を受

注するまで腕時計針の印刷業務や第二種有

機溶剤を使用する業務を行ったことはなか

った。また、本件災害が主な誘因となり、

X らの罹患の数ヶ月後に事実上倒産した。 
 ノルマルヘキサンのような第二種有機溶

剤については、事業者に対し、発散源の密

閉設備又は局所排気装置の設置（有機則第

5 条）、屋内作業場の気積を原則として 10
㎥／人以上すべきこと（安衛則第 600 条）、

6 ヶ月に 1 回以上の特殊検診（安衛法第 66
条第 2 項、安衛令第 22 条第 1 項第 6 号）、

作業環境測定の実施（法第 65 条第 1 項、

安衛令第 21 条第 10 号、有機則第 28 条第

2 項）有機溶剤作業主任者の選任等（法第

14 条、有機則第 19 条第 2 項、第 19 条の

2）の定めがあった。 
 X らの疾病は、罹患の半年ほど後に業務

上と認定された。 
 
＜判旨～X請求一部認容～＞ 

 Y は、K 製作所に本件業務を請け負わせ

る前後に、本件業務の作業手順について研

修指導したが、ノルマルヘキサンの有毒性

にかかる対策の必要性を十分に認識してい

なかったため、その人体への影響や取扱い

上の注意事項等を指導しなかった。 
 K 製作所は、本件業務を請け負った当初

は旧工場で作業を行い、その後、同じ市内

の新工場で行ったが、先ず、Y は、旧工場

での業務に際して、作業環境整備を助言、

指示したことはなく、ノルマルヘキサンに

よる中毒防止のための局所排気装置の設置
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（4）下請の労働者が化学物質（ノルマル

ヘキサン）へのばく露で多発性神経炎に罹

患した事案において、元請－下請での指示

関係があったことを前提として、当該有害

化学物質を提供していたこと、過去に取扱

い経験があったこと等を理由として、ばく

露防止のための下請への指示、指導を怠っ

たことをもって、元請の過失責任を認めた

例（みくに工業事件長野地諏訪支判平成 3

年 3 月 7 日労働判例 588 号 64 頁）（帰趨

不明）） 

 
＜事実の概要＞ 

 X1～X3（原告ら）の 3 名は、K 製作所

（光学機械器具部品加工等を業とする資本

金 200 万円、従業員数 20 数名の会社）の

従業員であった。同製作所は、Y（被告：

みくに工業。工作機械類の製造等を業とす

る資本金 3000 万円の会社）から腕時計針

の印刷加工（本件業務）の発注を受け、X
らを従事させていた。Y は、訴外 S 社から、

当該業務を受注した経緯がある。これは、

腕時計の針の中心線をインク印刷する業務

で、インク汚れ落とし等の目的で、有機則

所定の第二種有機溶剤であるノルマルヘキ

サンを主成分とする有機溶剤（A-ベンジ

ン）を使用するものだった。Y は、K 製作

所に、本件業務に必要な機械器具、備品、

治工具を無償で貸与したほか、A-ベンジン

とインクを支給した。 
X らは、この業務に約 4 ヶ月～2 年弱従

事したところで、ノルマルヘキサン吸引に

よる多発神経炎に罹患し（本件疾病）、両

上肢末梢の筋力低下、両下肢の筋力低下等

の症状となり（本件災害）、X1、X2 は、

稼働は困難な状態、X3 は、時折手のしび

れを感じるものの、労働に支障ない状態ま

で回復した。 
 なお、K 製作所は、Y から本件業務を受

注するまで腕時計針の印刷業務や第二種有

機溶剤を使用する業務を行ったことはなか

った。また、本件災害が主な誘因となり、

X らの罹患の数ヶ月後に事実上倒産した。 
 ノルマルヘキサンのような第二種有機溶

剤については、事業者に対し、発散源の密

閉設備又は局所排気装置の設置（有機則第

5 条）、屋内作業場の気積を原則として 10
㎥／人以上すべきこと（安衛則第 600 条）、

6 ヶ月に 1 回以上の特殊検診（安衛法第 66
条第 2 項、安衛令第 22 条第 1 項第 6 号）、

作業環境測定の実施（法第 65 条第 1 項、

安衛令第 21 条第 10 号、有機則第 28 条第

2 項）有機溶剤作業主任者の選任等（法第

14 条、有機則第 19 条第 2 項、第 19 条の

2）の定めがあった。 
 X らの疾病は、罹患の半年ほど後に業務

上と認定された。 
 
＜判旨～X請求一部認容～＞ 

 Y は、K 製作所に本件業務を請け負わせ

る前後に、本件業務の作業手順について研

修指導したが、ノルマルヘキサンの有毒性

にかかる対策の必要性を十分に認識してい

なかったため、その人体への影響や取扱い

上の注意事項等を指導しなかった。 
 K 製作所は、本件業務を請け負った当初

は旧工場で作業を行い、その後、同じ市内

の新工場で行ったが、先ず、Y は、旧工場

での業務に際して、作業環境整備を助言、

指示したことはなく、ノルマルヘキサンに

よる中毒防止のための局所排気装置の設置
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や気積の確保の必要性等について指導した

こともなかった。そのため、K 製作所は、

天井に換気扇 2 台を取り付けただけだった。

新工場は、旧工場より若干狭く、天井も低

かったが、Y は、新工場での業務に際して

も、作業環境整備の助言、指示は行わなか

った。 
 K 製作所は、本件業務に使用する有機溶

剤が、第二種有機溶剤に指定されているノ

ルマルヘキサンを主成分とすることも、認

定事実に記載した事業者として講ずべき法

定の義務も全く認識していなかった。 
 そのため、新旧両工場において、局所排

気装置を全く設置せず、気積は、新工場で

は 5.94 ㎥／人しか確保せず（旧工場でも

10 ㎥未満）、6 ヶ月に一度は行うべきノル

マルヘキサン濃度の測定もせず、費用がか

かるため、X らに特殊健診も受けさせなか

った。また、有機溶剤作業主任者の資格取

得者はいたが、実際にその業務には従事さ

せなかった。 
 X らの本件疾病は、K 製作所が局所排気

装置を設置せず、気積を十分に確保しなか

ったこと等により発生したものである（下

線は報告者が添付した）。 
 Y と K 製作所は元請・下請の関係にあり、

Y は、自身の工場内で、K 製作所の従業員

に作業手順を研修指導したこと、本件業務

に必要な機械器具、備品等を無償で貸与し、

A-ベンジンとインクを支給したこと、Y は

長年ノルマルヘキサンを使用する腕時計針

の印刷業務を行って来たのに対し、K 製作

所は、本件業務を下請するまで、その業務

経験はなく、第二種有機溶剤を使用する業

務経験もないこと等の事実を総合すると、

YY とと KK 製製作作所所は、本件業務については実実質質

的的にに使使用用関関係係と同視し得る関係にあった。

そして、A-ベンジンに含有されているノル

マルヘキサンは、第二種有機溶剤であり、

その取扱いについては法規則等で厳格に規

制されているのだから、Y は、その有害性

及び対策の必要性を十分認識し、本件業務

に従事する K 製作所の従業員が Y の支給

する A-ベンジンによって中毒症状を起こ

さないよう、同製作所に認定事実所掲の法

定諸措置を講じるよう指示・指導する注意

義務があった。 
 しかるに Y は、その強い毒性や対策の必

要性に気づかないまま A-ベンジンを K 製

作所に支給し、前記指示・指導をしなかっ

たのであり、当該過失により、K 製作所は、

本件業務で使用していた溶剤の有毒性や対

策の必要性の認識を欠き、局所排気装置を

設置せず、十分な気積を確保しなかったこ

と等のため、X らがノルマルヘキサン吸引

による多発性神経炎に罹患したのだから、

Y は、民法第 709 条により、その損害の賠

償義務がある。 
 Y は、旧工場を本件業務の作業場とする

取り決めを行ったのに、K 製作所は Y に無

断で作業場を新工場に移転したと主張し、

確かに、X らは、新工場における稼働中に

罹患したものと推認されるが、そのような

合意があったとは認められないし、右移転

は Y に伝えられており、Y は、新工場にお

いても前記指示・指導をなすべきだったの

で、右主張には理由がない。 
 
＜判決から汲み取り得る示唆＞ 

 本件災害の直接的な加害者は、言うまで

もなく、K 製作所だが、事実上倒産してい

たため、X は、元請である Y を相手方とし
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て賠償を求め、裁判所も、その責任を論理

づけようとしたケースと言える。 
 直接の言及はないが、法第 29 条の趣旨

に近い趣旨を不法行為法上の注意義務とし

た例と解される。とはいえ、Y は、訴外 S
社から受注した業務を、そのまま K 製作

所に丸投げしたようなので、法第 29 条が

名宛人とする元方事業者（仕事の一部を自

ら行う者）には当たらない。そこで、①Y-
K 製作所が元請・下請関係にあること、②

K 製作所の従業員に作業手順を教育指導し

たこと、③労働手段である機械器具、備品

等を無償貸与したこと、④本件災害の原因

であり、作業上の原料でもあるノルマルヘ

キサンを含有する A ベンジン等を支給した

こと、⑤Y には、当該物質の取扱い経験が

あり、K 製作所にはなかったこと等を根拠

に、元請である Y には、法第 29 条が定め

るような、K 製作所による法定諸措置にか

かる指示・指導の注意義務があるとした。 
 このうち④からは、法第 57 条の 2 が定

める、化学物の危険有害性情報（化学物質

のハザードやリスク、対応策等に関する情

報）の提供義務を民事事件に反映したもの

との評価も可能だろう。 
 本件では、発注者である訴外 S 社は、元
より被告とされていない。これは、②③④
の関係がなかったことに加え、自ら仕事の
一部を行う者でなく、安衛法第 29 条が名
宛人とする元方事業者にも元請にも当たら
ないこと、おそらく、ノルマルヘキサンの
取扱い経験もなく、ほぼ純粋な発注者であ
ったことによると思われる。 
 

2 第 30条～第 30条の 3 

2.1 条文 

第三十条 特定元方事業者は、その労働

者及び関係請負人の労働者の作業が同

一の場所 26において行われることによ

つて生ずる労働災害を防止するため、

次の事項に関する必要な措置を講じな

ければならない。 
一 協議組織の設置及び運営を行うこ

と。 
二 作業間の連絡及び調整を行うこ

と。 
三 作業場所を巡視すること。 
四 関係請負人が行う労働者の安全又

は衛生のための教育に対する指導及

び援助を行うこと。 
五 仕事を行う場所が仕事ごとに異な

ることを常態とする業種で、厚生労

働省令で定めるものに属する事業を

行う特定元方事業者にあつては、仕

事の工程に関する計画及び作業場所

における機械、設備等の配置に関す

る計画を作成するとともに、当該機

械、設備等を使用する作業に関し関

係請負人がこの法律又はこれに基づ

く命令の規定に基づき講ずべき措置

についての指導を行うこと。 
六 前各号に掲げるもののほか、当該

労働災害を防止するため必要な事項 
２ 特定事業の仕事の発注者（注文者の

うち、その仕事を他の者から請け負わ

ないで注文している者をいう 27。以下

 
26 ここでいう「同一の場所」は、法第 15
条や本条第 2 項がいう「一の場所」と同旨
と考えて差し支えない。この条文は、旧労
働災害防止団体法第 57 条から引き継がれ
たものである（畠中信夫氏のご教示によ
る）。 
27 法第 31 条の 3 からも明らかなように、
自ら仕事の一部を行うか否かは問われない
が、請負業者でないこと（いわばお客様）
を前提にしているので、自身で仕事を行わ
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て賠償を求め、裁判所も、その責任を論理

づけようとしたケースと言える。 
 直接の言及はないが、法第 29 条の趣旨

に近い趣旨を不法行為法上の注意義務とし

た例と解される。とはいえ、Y は、訴外 S
社から受注した業務を、そのまま K 製作

所に丸投げしたようなので、法第 29 条が

名宛人とする元方事業者（仕事の一部を自

ら行う者）には当たらない。そこで、①Y-
K 製作所が元請・下請関係にあること、②

K 製作所の従業員に作業手順を教育指導し

たこと、③労働手段である機械器具、備品

等を無償貸与したこと、④本件災害の原因

であり、作業上の原料でもあるノルマルヘ

キサンを含有する A ベンジン等を支給した

こと、⑤Y には、当該物質の取扱い経験が

あり、K 製作所にはなかったこと等を根拠

に、元請である Y には、法第 29 条が定め

るような、K 製作所による法定諸措置にか

かる指示・指導の注意義務があるとした。 
 このうち④からは、法第 57 条の 2 が定

める、化学物の危険有害性情報（化学物質

のハザードやリスク、対応策等に関する情

報）の提供義務を民事事件に反映したもの

との評価も可能だろう。 
 本件では、発注者である訴外 S 社は、元
より被告とされていない。これは、②③④
の関係がなかったことに加え、自ら仕事の
一部を行う者でなく、安衛法第 29 条が名
宛人とする元方事業者にも元請にも当たら
ないこと、おそらく、ノルマルヘキサンの
取扱い経験もなく、ほぼ純粋な発注者であ
ったことによると思われる。 
 

2 第 30条～第 30条の 3 

2.1 条文 

第三十条 特定元方事業者は、その労働

者及び関係請負人の労働者の作業が同

一の場所 26において行われることによ

つて生ずる労働災害を防止するため、

次の事項に関する必要な措置を講じな

ければならない。 
一 協議組織の設置及び運営を行うこ

と。 
二 作業間の連絡及び調整を行うこ

と。 
三 作業場所を巡視すること。 
四 関係請負人が行う労働者の安全又

は衛生のための教育に対する指導及

び援助を行うこと。 
五 仕事を行う場所が仕事ごとに異な

ることを常態とする業種で、厚生労

働省令で定めるものに属する事業を

行う特定元方事業者にあつては、仕

事の工程に関する計画及び作業場所

における機械、設備等の配置に関す

る計画を作成するとともに、当該機

械、設備等を使用する作業に関し関

係請負人がこの法律又はこれに基づ

く命令の規定に基づき講ずべき措置

についての指導を行うこと。 
六 前各号に掲げるもののほか、当該

労働災害を防止するため必要な事項 
２ 特定事業の仕事の発注者（注文者の

うち、その仕事を他の者から請け負わ

ないで注文している者をいう 27。以下

 
26 ここでいう「同一の場所」は、法第 15
条や本条第 2 項がいう「一の場所」と同旨
と考えて差し支えない。この条文は、旧労
働災害防止団体法第 57 条から引き継がれ
たものである（畠中信夫氏のご教示によ
る）。 
27 法第 31 条の 3 からも明らかなように、
自ら仕事の一部を行うか否かは問われない
が、請負業者でないこと（いわばお客様）
を前提にしているので、自身で仕事を行わ
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同じ。）で、特定元方事業者以外のも

のは、一の場所において行なわれる特

定事業の仕事を二以上の請負人に請け

負わせている場合において、当該場所

において当該仕事に係る二以上の請負

人の労働者が作業を行なうときは、厚

生労働省令で定めるところにより、請

負人で当該仕事を自ら行なう事業者で

あるもののうちから、前項に規定する

措置を講ずべき者として一人を指名し

なければならない。一の場所において

行なわれる特定事業の仕事の全部を請

け負つた者で、特定元方事業者以外の

もの（＊自ら仕事の一部を行う者を除

くという趣旨）のうち、当該仕事を二

以上の請負人に請け負わせている者に

ついても、同様とする。 
３ 前項の規定による指名がされないと

きは、同項の指名は、労働基準監督署

長がする。 
４ 第二項又は前項の規定による指名が

されたときは、当該指名された事業者

は、当該場所において当該仕事の作業

に従事するすべての労働者に関し、第

一項に規定する措置を講じなければな

らない。この場合においては、当該指

名された事業者及び 28当該指名された

事業者以外の事業者については、第一

項の規定は、適用しない。 
第三十条の二 製造業その他政令で定め

る業種に属する事業（特定事業を除

く。）の元方事業者は、その労働者及

 

ないことが多い。自身で仕事を行う場合、
元方事業者に該当し得る（畠中信夫氏のご
教示による）。 
28  この文言（「当該指名された事業者及
び」）が盛り込まれたのは、指名を受けた
者による第 1 項の措置義務は、法形式的に
は第 4 項（実質的には第 2・3 項）により
新たに創設されたため、前者を排除する必
要があると解されたことによる。別の条規
における同様の文言についても同じである
（畠中信夫氏のご教示による）。 

び関係請負人の労働者の作業が同一の

場所において行われることによつて生

ずる労働災害を防止するため、作業間

の連絡及び調整を行うことに関する措

置その他必要な措置を講じなければな

らない。 
２ 前条第二項の規定は、前項に規定す

る事業の仕事の発注者について準用す

る。この場合において、同条第二項中

「特定元方事業者」とあるのは「元方

事業者」と、「特定事業の仕事を二以

上」とあるのは「仕事を二以上」と、

「前項」とあるのは「次条第一項」

と、「特定事業の仕事の全部」とある

のは「仕事の全部」と読み替えるもの

とする。 
３ 前項において準用する前条第二項の

規定による指名がされないときは、同

項の指名は、労働基準監督署長がす

る。 
４ 第二項において準用する前条第二項

又は前項の規定による指名がされたと

きは、当該指名された事業者は、当該

場所において当該仕事の作業に従事す

るすべての労働者に関し、第一項に規

定する措置を講じなければならない。

この場合においては、当該指名された

事業者及び当該指名された事業者以外

の事業者については、同項の規定は、

適用しない。 
第三十条の三 第二十五条の二第一項に

規定する仕事（＊建設業その他政令で

定める業種に属する事業の仕事で、政

令で定めるもの）が数次の請負契約に

よつて行われる場合（（＊本条）第四

項の場合を除く。）においては、元方

事業者は、当該場所において当該仕事

の作業に従事するすべての労働者に関

し、同条第一項各号の措置（＊救護に

よる二次被害を防ぐための措置）を講

じなければならない。この場合におい

ては、当該元方事業者及び当該元方事

業者以外の事業者については、同項の

規定は、適用しない。 
２ 第三十条第二項の規定（＊分割発注

された複数の元方等のうちの統括管理

義務者の指名義務）は、第二十五条の

二第一項に規定する仕事（＊建設業そ

－ 835 －



分担研究報告書（三柴 丈典） 

 

の他政令で定める業種に属する事業の

仕事で、政令で定めるもの）の発注者

について準用する。この場合におい

て、第三十条第二項中「特定元方事業

者」とあるのは「元方事業者」と、

「特定事業の仕事を二以上」とあるの

は「仕事を二以上」と、「前項に規定

する措置」とあるのは「第二十五条の

二第一項各号の措置」と、「特定事業

の仕事の全部」とあるのは「仕事の全

部」と読み替えるものとする。 
３ 前項において準用する第三十条第二

項の規定による指名がされないとき

は、同項の指名は、労働基準監督署長

がする。 
４ 第二項において準用する第三十条第

二項又は前項の規定による指名がされ

たときは、当該指名された事業者は、

当該場所において当該仕事の作業に従

事するすべての労働者に関し、第二十

五条の二第一項各号の措置を講じなけ

ればならない。この場合においては、

当該指名された事業者及び当該指名さ

れた事業者以外の事業者については、

同項の規定は、適用しない。 
５ 第二十五条の二第二項の規定（＊救

護の際の二次被害防止措置の実施のた

めの技術的事項の管理者の選任）は、

第一項に規定する元方事業者及び前項

の指名された事業者について準用す

る。この場合においては、当該元方事

業者及び当該指名された事業者並びに

当該元方事業者及び当該指名された事

業者以外の事業者については、同条第

二項の規定は、適用しない。 
 
2.2 趣旨と内容 

2.2.1 第 30条 

2.2.1.1 趣旨 

 主に、重層的請負関係で様々な所属先の

労働者が混在して工事が行われる建設現場

で、自身が仕事の一部を担っていることか

らも、現場差配の権限とリスク関連情報を

持ち得る元方事業者を統括者として、その

作業場の特徴を踏まえつつ、特に建設機械

がもたらす接触等のリスクについて、物的、

人的両面での統一的かつ計画的な安全管理

の仕組みを構築すると共に、リスク関連情

報が末端まで共有されるようにすることを

図った規定である。建設業のほか、同様の

条件がよく生じる造船業を特定事業として

（法第 15 条第 1 項、施行令第 7 条第 1

項）、両者の元方事業者を名宛人としてい

る。本質的には、作業場単位での統一的な

（：秩序立った）安全管理体制と方針づく

り、リスク関連情報と安全意識・知識の共

有が主目的と思われる。特に、クレーン、

ショベルカーなどの車輌系建設機械、足場、

支保工、仮設電気設備等にかかるリスク対

策が想定されている。 

 第 2 項は、法第 5 条が定めるジョイント

ベンチャーにおける安全衛生管理体制の仕

組みを、分割発注の場合に応用して、前項

の履行を図らせようとした規定である。 

 ジョイントベンチャーは、本来、大規模

／専門的な工事を請け負えるようにし、工

事のリスクの負担を分散する等の目的から、

建設業者側のイニシアチブで、複数の業者

が共同し、自主的に代表者を決定して工事

を請け負う形式であり、本条所定の分割発

注は、一部の発注先に廉価で工事を発注で

きる等の事情から、発注者がイニチアチブ

を取り、工事を分割して複数の業者に発注

する形式である。 

 畠中元教授は、本条は、特定元方事業者

等の統括管理義務 29と個々の事業者が安衛

 
29 特定元方事業者が労働契約等に伴う指揮
命令権を持たないことを前提にした概念で、
法第 32 条による被統括管理者側の対応義
務をセットで機能させることを予定してい
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の他政令で定める業種に属する事業の

仕事で、政令で定めるもの）の発注者

について準用する。この場合におい

て、第三十条第二項中「特定元方事業

者」とあるのは「元方事業者」と、

「特定事業の仕事を二以上」とあるの

は「仕事を二以上」と、「前項に規定

する措置」とあるのは「第二十五条の

二第一項各号の措置」と、「特定事業

の仕事の全部」とあるのは「仕事の全

部」と読み替えるものとする。 
３ 前項において準用する第三十条第二

項の規定による指名がされないとき

は、同項の指名は、労働基準監督署長

がする。 
４ 第二項において準用する第三十条第

二項又は前項の規定による指名がされ

たときは、当該指名された事業者は、

当該場所において当該仕事の作業に従

事するすべての労働者に関し、第二十

五条の二第一項各号の措置を講じなけ

ればならない。この場合においては、

当該指名された事業者及び当該指名さ

れた事業者以外の事業者については、

同項の規定は、適用しない。 
５ 第二十五条の二第二項の規定（＊救

護の際の二次被害防止措置の実施のた

めの技術的事項の管理者の選任）は、

第一項に規定する元方事業者及び前項

の指名された事業者について準用す

る。この場合においては、当該元方事

業者及び当該指名された事業者並びに

当該元方事業者及び当該指名された事

業者以外の事業者については、同条第

二項の規定は、適用しない。 
 
2.2 趣旨と内容 

2.2.1 第 30条 

2.2.1.1 趣旨 

 主に、重層的請負関係で様々な所属先の

労働者が混在して工事が行われる建設現場

で、自身が仕事の一部を担っていることか

らも、現場差配の権限とリスク関連情報を

持ち得る元方事業者を統括者として、その

作業場の特徴を踏まえつつ、特に建設機械

がもたらす接触等のリスクについて、物的、

人的両面での統一的かつ計画的な安全管理

の仕組みを構築すると共に、リスク関連情

報が末端まで共有されるようにすることを

図った規定である。建設業のほか、同様の

条件がよく生じる造船業を特定事業として

（法第 15 条第 1 項、施行令第 7 条第 1

項）、両者の元方事業者を名宛人としてい

る。本質的には、作業場単位での統一的な

（：秩序立った）安全管理体制と方針づく

り、リスク関連情報と安全意識・知識の共

有が主目的と思われる。特に、クレーン、

ショベルカーなどの車輌系建設機械、足場、

支保工、仮設電気設備等にかかるリスク対

策が想定されている。 

 第 2 項は、法第 5 条が定めるジョイント

ベンチャーにおける安全衛生管理体制の仕

組みを、分割発注の場合に応用して、前項

の履行を図らせようとした規定である。 

 ジョイントベンチャーは、本来、大規模

／専門的な工事を請け負えるようにし、工

事のリスクの負担を分散する等の目的から、

建設業者側のイニシアチブで、複数の業者

が共同し、自主的に代表者を決定して工事

を請け負う形式であり、本条所定の分割発

注は、一部の発注先に廉価で工事を発注で

きる等の事情から、発注者がイニチアチブ

を取り、工事を分割して複数の業者に発注

する形式である。 

 畠中元教授は、本条は、特定元方事業者

等の統括管理義務 29と個々の事業者が安衛

 
29 特定元方事業者が労働契約等に伴う指揮
命令権を持たないことを前提にした概念で、
法第 32 条による被統括管理者側の対応義
務をセットで機能させることを予定してい
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法上負っている義務の双方向からのアプロ

ーチにより、「一の場所」における効果的

な労災防止を図ったものと評している 30。 
 もっとも、森山誠也監督官は、発注者が

異なる工事が一の場所でされている場合、

本条第 2 項は適用できない点に課題がある

とする。 
 

 
 

2.2.1.2 内容 

 第 1 項は、上述の趣旨から、建設業と造

船業の元方事業者を名宛人として、混在作

業による危険防止のため、以下の措置を講

じるべき旨を定めている。くどいようだが、

これは、所属の異なる労働者らを、統一的

な安全衛生管理の方針、体制のもとに組み

込むと共に、リスク関連情報を遍く共有す

るための措置である。保護対象は、基本的

に、特定元方事業者自身の労働者と関係請

負人の労働者だが、分割発注の場合、当該

場所で当該仕事の作業に従事する全労働者

となる（本条第 4 項）。 
 なお、これらの措置は、その作業場にお

 

る。 
30 畠中前掲書（2019 年（令和元年））224
頁。 

ける労働者の総計が 50 人以上（一定の場

所で行われるトンネル建設工事や圧気工事

等の場合、30 人以上）の場合、統括安全

衛生責任者に統括管理させる必要がある

（法第 15 条。安衛法施行令第 7 条第 2
項）。 
 特定元方事業者は、当該作業（特定事業

の元方事業者と関係請負人の労働者が同一

の場所で行う混在作業）の開始後、遅滞な

く、事業場の名称、所在地、統括安全衛生

責任者を選任すべきときはその氏名など所

定の事項を所轄労基署長に報告せねばなら

ない（法第 100 条第 1 項、安衛則第 664
条）。 
（1）協議組織の設置・運営 

 特定元方事業者に、同事業者及び全関係

請負人が参加する協議組織を設置し、定期

的に協議を開催すること、関係請負人には、

それに参加することを求めている（法第

36 条に基づき本条等を具体化した安衛則

第 635 条。以下、本項に記す安衛則の規定

は全て同じ）。 
 （2）作業間の連絡・調整 
 同じく、随時、同事業者－関係請負人間、

関係請負人同士の連絡調整を行うことを求

めている（安衛則第 636 条）。 
 （3）作業場所の巡視 
 同じく、作業日ごとに最低 1 回、作業場

所の巡視を行うこと、関係請負人には、特

定元方事業者による巡視を拒む等しないこ

とを求めている（安衛則第 637 条）。 
 （4）教育への指導・援助 
 同じく、関係請負人が行う労働安全衛生

教育のため、場所の提供、教材の提供等の

支援措置を講じることを求めている（安衛

則第 638 条）。 
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 （5）仕事の工程等に関する計画の作成 
 昭和 55 年改正（昭和 55 年法律第 78
号）で追加された内容である。 
 現段階で、本号（法第 30 条第 1 項第 5
号）が対象とする「仕事を行う場所が仕事

ごとに異なることを常態とする業種」には、

建設業が指定されている（安衛則第 638 条

の 2）。建設業の現場は、常に新しく、仮

設の設備が多く、まさに、区々異なる作業

（場）の特徴を持ちつつも、そこから生じ

るリスク情報が関係請負人やその労働者に

共有されない、安全衛生管理の方針や体制

が請負人ごとにバラバラとなり易い等の問

題が生じるので、元方事業者に、機械の搬

入・搬出を含め、現場全体の工程に関する

計画（工程表等）、クレーン、ショベルカ

ー、支保工、仮設電気設備など主要な機

械・設備、寄宿舎等の仮設建設物の配置に

関する計画（安衛則第 636 条の 3）を作成

するよう義務づけたものである。 
 （6）建設機械等の作業計画等に関する

指導 
 平成 4 年改正（平成 4 年号外法律第 55
号）で追加された内容である。 
 建設業元方事業者には、（5）の計画の

作成が義務づけられる一方、個々の関係請

負人にも、建設機械等に係る作業計画の作

成等が義務づけられているので、これらの

計画の間の調整のためにも、元方事業者に

指導を行わせるという規制方式を採用した

ものである 31。具体的には、車両系建設機

械については諸種の作業計画、移動式クレ

ーンについては作業方法等について、機械

 
31 労働調査会出版局編著（2015 年（平成
27 年））488頁。 

の種類や能力、運行経路、作業方法、設置

位置等について指導を行うべきとされてい

る（安衛則第 638 条の 4、平成 4 年 8 月

24 日基発第 480 号）。要するに、元方事

業者の統括管理責任の強化を図った規定で

ある。 
 （7）建設現場の状況等の周知 
 本来、現場の状況、現場の危険箇所、作

業相互の関係等、リスク関連情報の労働者

への周知は、彼／彼女らを雇用する関係請

負人が行うべきだが、それらの情報は、元

方事業者の方が得やすい。また、場所の提

供、そうした情報を掲載する資料の提供等、

周知のための条件を整備する必要もある。 
 そこで、本条第 1 項第 6 号が、そうした

条件の整備を元方事業者に求めていること

を、規則で明らかにした（安衛則第 642 条

の 3）。ただし、元方事業者自らが関係請

負人の労働者にそうした情報を周知する場

合には、この限りではない 32。 
 （8）その他 
 石綿等が使用されている保温剤、耐火被

覆材等の除去作業が、建設業元方事業者及

び関係請負人の労働者の混在作業場所で行

われる場合、当該元方事業者は、除去作業

開始前に関係請負人に通知し、作業時間帯

の調整等必要な措置が求められる（石綿則

第 7 条第 2 項）。 
 また、 
 ①クレーン則の適用を受けるクレーン等

の運転についての合図の統一と関係請負人

への周知等（安衛則第 639 条） 
 ②事故現場等の標識の統一と関係請負人

 
32 労働調査会出版局編著（2015 年（平成
27 年））489頁。 
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 （5）仕事の工程等に関する計画の作成 
 昭和 55 年改正（昭和 55 年法律第 78
号）で追加された内容である。 
 現段階で、本号（法第 30 条第 1 項第 5
号）が対象とする「仕事を行う場所が仕事

ごとに異なることを常態とする業種」には、

建設業が指定されている（安衛則第 638 条

の 2）。建設業の現場は、常に新しく、仮

設の設備が多く、まさに、区々異なる作業

（場）の特徴を持ちつつも、そこから生じ

るリスク情報が関係請負人やその労働者に

共有されない、安全衛生管理の方針や体制

が請負人ごとにバラバラとなり易い等の問

題が生じるので、元方事業者に、機械の搬

入・搬出を含め、現場全体の工程に関する

計画（工程表等）、クレーン、ショベルカ

ー、支保工、仮設電気設備など主要な機

械・設備、寄宿舎等の仮設建設物の配置に

関する計画（安衛則第 636 条の 3）を作成

するよう義務づけたものである。 
 （6）建設機械等の作業計画等に関する

指導 
 平成 4 年改正（平成 4 年号外法律第 55
号）で追加された内容である。 
 建設業元方事業者には、（5）の計画の

作成が義務づけられる一方、個々の関係請

負人にも、建設機械等に係る作業計画の作

成等が義務づけられているので、これらの

計画の間の調整のためにも、元方事業者に

指導を行わせるという規制方式を採用した

ものである 31。具体的には、車両系建設機

械については諸種の作業計画、移動式クレ

ーンについては作業方法等について、機械

 
31 労働調査会出版局編著（2015 年（平成
27 年））488頁。 

の種類や能力、運行経路、作業方法、設置

位置等について指導を行うべきとされてい

る（安衛則第 638 条の 4、平成 4 年 8 月

24 日基発第 480 号）。要するに、元方事

業者の統括管理責任の強化を図った規定で

ある。 
 （7）建設現場の状況等の周知 
 本来、現場の状況、現場の危険箇所、作

業相互の関係等、リスク関連情報の労働者

への周知は、彼／彼女らを雇用する関係請

負人が行うべきだが、それらの情報は、元

方事業者の方が得やすい。また、場所の提

供、そうした情報を掲載する資料の提供等、

周知のための条件を整備する必要もある。 
 そこで、本条第 1 項第 6 号が、そうした

条件の整備を元方事業者に求めていること

を、規則で明らかにした（安衛則第 642 条

の 3）。ただし、元方事業者自らが関係請

負人の労働者にそうした情報を周知する場

合には、この限りではない 32。 
 （8）その他 
 石綿等が使用されている保温剤、耐火被

覆材等の除去作業が、建設業元方事業者及

び関係請負人の労働者の混在作業場所で行

われる場合、当該元方事業者は、除去作業

開始前に関係請負人に通知し、作業時間帯

の調整等必要な措置が求められる（石綿則

第 7 条第 2 項）。 
 また、 
 ①クレーン則の適用を受けるクレーン等

の運転についての合図の統一と関係請負人

への周知等（安衛則第 639 条） 
 ②事故現場等の標識の統一と関係請負人

 
32 労働調査会出版局編著（2015 年（平成
27 年））489頁。 
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への周知等（安衛則第 640 条） 
一定の特別規則（有機則、電離則、酸欠

則、高圧則）が労働者の立入を禁じる事故

現場等の危険区域を表示する標識を統一的

に定めると共に、関係請負人へ周知するよ

う求めている。 
 ③有機溶剤等の容器の集積箇所の統一と

関係請負人への周知等（安衛則第 641 条） 
 特定元方事業者は、有機溶剤等を入れて

いる容器や、それらを入れていた空容器で、

その蒸気が発散するおそれがあるものを集

積する場合、集積箇所を統一的に定め、関

係請負人に周知すべきこと、特定元方事業

者、関係請負人共に、その統一集積箇所に

それらを集積すべきことを定めている。 
 ④X 線装置の稼働、発破、火災、土砂崩

壊等にかかる警報の統一と関係請負人への

周知等（安衛則第 642 条） 
 ⑤トンネル建設作業、土石流危険河川で

の建設作業等にかかる避難訓練等の実施方

法の統一と関係請負人への周知等（安衛則

第 642 条の 2 及び第 642 条の 2 の 2） 
 第 2 項及び第 4 項は、発注者から、一の

場所で行われる 1 つの仕事が複数の請負人

に分割して発注される場合の第 1 項の措置

義務履行者について定めている。前述した

通り、法第 5 条が定めるジョイントベンチ

ャーにおける安全衛生管理体制の仕組みを、

分割発注の場合に応用して、第 1 項の確実

な履行を図らせようとした規定である。す

なわち、発注者は、元請人のうち第 1 項の

措置義務履行者を 1 名指名すべきこととし

ている。また、第 2 項後段は、工事の全て

を請け負い、特定元方事業者に該当しない

＝自らは仕事を行わない元請人が分割発注

等を行う場合にも同様の考え方を採ること

を示している。 
安衛則第 664 条は、本条が定める混在作

業を行う場合、特定元方事業者や、その役

を引き受ける第 2 項による被指名者は、①

事業種別、事業場、関係請負人、統括安全

衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安

全衛生管理者（法第 15 条の 3）33等に関す

る情報を、所轄労働基準監督署長に届け出

ることを義務づけている。実質的には。行

政による実際のチェックより、報告用書類

の作成を契機として、元方事業者らに自発

的に管理体制をチェックするよう促す趣旨

と思われる。 
 なお、これらの指名は、一の場所で行わ

れる建設工事等のうち躯体工事等主要な部

分を請け負って自らも行う者や、この者が

複数いて互選された者については、予めそ

の同意を得て行わねばならない（安衛則第

643 条）。工事上重要な役割を果たす者の

意見が反映されるようにしたものと解され

る。 
 本条第 2 項は行政取締規定であり、罰則

 
33 特定元方事業者は、混在作業について統
括管理義務を負うところ、一の場所で働く
労働者数が所定人数（原則 50 人）に達し
ないため、法第 15 条に基づく統括安全衛
生責任者の選任義務を負わないものの、原
則として労働者数 20 名以上の規模の一定
の危険な作業（ずい道工事等）について、
統括管理担当者の指導・支援のため、選任
が義務づけられる者。選任の主な基準は、
仕事の請負契約を締結している事業場であ
って、場所より契約を基準とするため、概
ね、元方事業者（概ねゼネコン）の支店の
担当者等が宛てられる。 
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は付されていない。その違反に際しては、

第 3 項により監督署長が指名することが定

められており、その権限の発動を促すため、

安衛則上、発注者又は請負人が、第 2 項に

よる指名ができない旨を監督署長に届け出

るべき旨定められているが（安衛則第 643
条第 2 項）、その指名がなされない間は、

各特定元方事業者が、各関係請負人の労働

者に対してその義務を負うことになる（昭

和 42 年 4 月 4 日基収第 1231 号）。 
 本条第 1 項と第 4 項には、法第 120 条

（50 万円以下の罰金）の適用がある。 
 
2.2.2 第 30条の 2 

2.2.2.1 趣旨 

 本条は、製造業でも、混在作業による危

険が拡大してきたことを踏まえ 34、第 30

条が対象とする造船業を除く製造業の混在

作業に、同条のうち主立った規制を展開す

ることを狙って、平成 17 年の法改正（平

成 17 年号外法律第 108 号）で新設された

規定であり、主に化学工業の製造工場、施

設設備の用役（プラントの運転に必要な電

気、水、空気や燃料など）、鉄鋼業の製鉄、

熱延、冷延の工程、自動車製造業のプレス、

溶接、塗装、組立などの作業を想定してい

る。対象業種を指定する政令が定められて

いないので、当面、製造業のみが対象とな

ると解されている 35。 

 第 30 条中の分割発注等の場合にかかる

規定（第 2 項）も第 2 項で準用したうえで、

 
34 畠中前掲書（2019 年（令和元年））225
頁。 
35 畠中前掲書（2019 年（令和元年））226
頁。 

第 30 条 3 項、第 4 項に相当する定め（本

条第 3項、第 4項）を置いている。 

 

 

（畠中前掲書（2019 年（令和元年））225

頁） 

 

2.2.2.2 内容 

 第 30 条が定める特定（建設業、造船業

（法第 15 条第 1 項、施行令第 7 条第 1
項）を営む）元方事業者の講ずべき措置と

の主な違いは、協議組織の設置・運営、作

業場所の巡視、関係請負人が行う安全衛生

教育への指導援助、建設業における仕事の

工程や機械等の配置に関する計画等の作成

などが省かれている点にある。これらは、

作業場が散在し、多岐にわたる建設業と造

船業において必要な措置との考えによると

思われる。 
 逆に、本条において、以下の措置は製造

業一般での混在作業にも必要と解されてお

り、その詳細は、法第 36 条に基づき、安

衛則第 643 条の 2 から 643 条の 7 と平成

18 年に発出された厚生労働省の通達（平

成 18 年 2 月 24 日基発第 0224003 号）に

定められている。 
 (1)作業間の連絡・調整（安衛則第 643
条の 2） 
 ①各関係請負人が行う作業の段取りの把
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は付されていない。その違反に際しては、

第 3 項により監督署長が指名することが定

められており、その権限の発動を促すため、

安衛則上、発注者又は請負人が、第 2 項に

よる指名ができない旨を監督署長に届け出

るべき旨定められているが（安衛則第 643
条第 2 項）、その指名がなされない間は、

各特定元方事業者が、各関係請負人の労働

者に対してその義務を負うことになる（昭

和 42 年 4 月 4 日基収第 1231 号）。 
 本条第 1 項と第 4 項には、法第 120 条

（50 万円以下の罰金）の適用がある。 
 
2.2.2 第 30条の 2 

2.2.2.1 趣旨 

 本条は、製造業でも、混在作業による危

険が拡大してきたことを踏まえ 34、第 30

条が対象とする造船業を除く製造業の混在

作業に、同条のうち主立った規制を展開す

ることを狙って、平成 17 年の法改正（平

成 17 年号外法律第 108 号）で新設された

規定であり、主に化学工業の製造工場、施

設設備の用役（プラントの運転に必要な電

気、水、空気や燃料など）、鉄鋼業の製鉄、

熱延、冷延の工程、自動車製造業のプレス、

溶接、塗装、組立などの作業を想定してい

る。対象業種を指定する政令が定められて

いないので、当面、製造業のみが対象とな

ると解されている 35。 

 第 30 条中の分割発注等の場合にかかる

規定（第 2 項）も第 2 項で準用したうえで、

 
34 畠中前掲書（2019 年（令和元年））225
頁。 
35 畠中前掲書（2019 年（令和元年））226
頁。 

第 30 条 3 項、第 4 項に相当する定め（本

条第 3項、第 4項）を置いている。 

 

 

（畠中前掲書（2019 年（令和元年））225

頁） 

 

2.2.2.2 内容 

 第 30 条が定める特定（建設業、造船業

（法第 15 条第 1 項、施行令第 7 条第 1
項）を営む）元方事業者の講ずべき措置と

の主な違いは、協議組織の設置・運営、作

業場所の巡視、関係請負人が行う安全衛生

教育への指導援助、建設業における仕事の

工程や機械等の配置に関する計画等の作成

などが省かれている点にある。これらは、

作業場が散在し、多岐にわたる建設業と造

船業において必要な措置との考えによると

思われる。 
 逆に、本条において、以下の措置は製造

業一般での混在作業にも必要と解されてお

り、その詳細は、法第 36 条に基づき、安

衛則第 643 条の 2 から 643 条の 7 と平成

18 年に発出された厚生労働省の通達（平

成 18 年 2 月 24 日基発第 0224003 号）に

定められている。 
 (1)作業間の連絡・調整（安衛則第 643
条の 2） 
 ①各関係請負人が行う作業の段取りの把
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握 
 ②段取りの調整 
 ③調整した段取りの各関係請負人への指

示 
 (2)クレーン等の運転についての合図の統

一と周知等（安衛則第 643 条の 3） 
 クレーン則の適用を受けるクレーン等の

運転についての合図の統一と関係請負人へ

の周知等を定めた安衛則第 639 条を準用し

ている。 
 (3)事故現場の標識の統一と周知等（安衛

則第 643 条の 4） 
 特定元方事業者にかかる安衛則第 640 条

と同様に、一定の特別規則が労働者の立入

を禁じる事故現場等の危険区域を表示する

標識を統一的に定めると共に、関係請負人

へ周知するよう求めている。ただし、対象

となる事故現場等は、有機則、電離則、酸

欠則が定めるものに限られており、圧気工

法による建設現場等を想定した、高圧則が

定める作業室（図参照）や気こう室（気閘

室：人や物が自由に出入りできるよう、エ

アロックで仕切られた圧気空間のこと）等

での作業は対象から除かれている。 
 (4)有機溶剤等の容器の集積箇所の統一と

周知等（安衛則第 643 条の 5） 
 特定元方事業者にかかる安衛則第 641 条

を準用し、有機溶剤等を入れている容器や、

それらを入れていた空容器で、その蒸気が

発散するおそれがあるものを集積する場合、

集積箇所を統一的に定め、関係請負人に周

知すべきこと、製造業元方事業者、関係請

負人共に、その統一集積箇所にそれらを集

積すべきことを定めている。 
 (5)警報の統一と周知等（安衛則第 643
条の 6） 

 特定元方事業者にかかる安衛則第 642 条

と同旨の定めであり、X 線装置への電力供

給、電離則が定める放射線物質を装備する

機器の照射、火災の発生の際の警報の統一

的な定めと関係請負人への周知等を義務づ

けている点は共通だが、建設業において一

般的な発破、土砂崩壊、出水、なだれ等は

対象から除外されている。 
 この規則規定も、元方事業者と関係請負

人の間で統一された警報を行うべきこと

（第 2 項）、警報が行われた場合には、危

険区域にいる労働者のうち必要な者以外を

退避させるべきこと（第 3 項）を定めてい

る。 
 本条（法第 30 条の 2）第 2 項ないし第

4 項は、第 30 条第 2 項ないし第 4 項と同

様に、混在作業となる仕事が複数の請負人

に分割発注され、なおかつ発注者自身はそ

の仕事を行わない場合の第 1 項の義務履行

者について定めている。基本的には、発注

者（指名義務者）が指名した者が義務履行

者となるが、元請が一の場所の全ての工事

を請け負い、自身は作業を行わずに下請に

分割発注する場合には、当該元請が発注者

に代わり、義務履行者を指名する。また、

工事の主要な部分の担当者には、予め同意

を得る必要がある（安衛則第 643 条の 7）。 
 本条第 1 項と第 4 項には、法第 120 条

（50 万円以下の罰金）の適用がある。 
 
 
2.2.3 第 30条の 3 

2.2.3.1 趣旨 

 本条は、昭和 55 年の法改正（昭和 55 年

法律第 78 号）により設けられた第 25 条の

2 第 1 項（建設業等における爆発や火災等
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に際しての救護にかかる二次的な労災防止

のための物的、人的措置義務）の履行確保

を、一の場所における重層的請負関係に基

づく混在作業下で図る目的で設けられたも

のである。 

 

2.2.3.2 内容 

第 1 項は、元方事業者に、当該場所で当

該作業に従事する全労働者について、第

25 条の 2 第 1 項の定める救護にかかる労

災防止措置の履行義務を課し、第 2 項ない

し第 5 項は、一の場所（統括管理によって

労災防止効果が見込まれる一定範囲の領

域）における一の仕事（一の場所で行われ、

統括管理の対象となる仕事）が分割発注さ

れる場合に、法第 30 条第 2 項を準用して、

自らは仕事を行わない発注者（第 30 条第

2 項前段）や、自らは仕事を行わない元請

（第 30 条第 2 項後段）が、第 1 項が定め

る措置の履行義務を負う者を請負人から指

名すべきこと、その指名がなされない場合

には、労基署長が指名を行うこと（第 30

条第 3 項に同旨の規定があるが、準用され

てはいない）、指名された者は、第 25 条

の 2 第 1 項が定める労災防止措置と共に、

第 2 項が定める技術的事項の管理者を選任

すべきこと、指名された者が自身と全関係

請負人が使用する全労働者について第 1 項

の措置を講じるべきこと、その限りにおい

て、指名された者以外の者に同項の履行義

務は課されないこと等を定めている。 

 すなわち、法第 25 条の 2 第 1 項は、建

設業等の仕事が重層的請負関係下の混在作

業で行われる場合、各事業者に、爆発や火

災等に際しての救護にかかる労災防止のた

めの物的、人的措置義務を課しているが、

本条第 1 項は、その履行を、各関係請負人

に行わせるのは、非効率かつ有効でもない

ので、元方事業者に一元的に行わせること

にしたものである 36。 

 第 2 項ないし第 5 項は、一の場所におけ

る一の仕事が分割発注される場合には、第

1 項の義務を履行すべき者が複数生じるこ

ととなって、却って混乱を招きかねないの

で、法第 30 条第 2 項を準用するなどして、

自らは仕事を行わない発注者等が、その履

行義務を負う者を請負人から指名すべきこ

と等を定めたものである。 

 第 2 項は、法第 30 条第 2 項を準用して

おり、同規定と同様に、省令において、一

の場所で行われる建設工事等のうち躯体工

事等主要な部分を請け負い自らも行う者や、

この者が複数いて互選された者については、

予めその同意を得て行わねばならないとさ

れている（法第 30 条第 2 項に紐づく安衛

則第 643 条を同第 643 条の 8 が準用してい

る）。第 3 項は、法第 30 条第 3 項と同様

に、第 2 項の方法で指名されない場合の労

基署長による指名を定めている。 

 第 4 項は、第 2 項、第 3 項による被指名

者は、当該場所での建設業等の仕事を行う

自身と関係請負人が使用する全労働者に対

して第 1 項の措置（爆発や火災等に際して

の救護にかかる労災防止のための物的、人

的措置）を講じる義務を負うこと、第 5 項

は、第 25 条の 2 第 2 項が定める救護に関

する技術的事項の管理者の選任も、指名を

受けた者が行うべきことを定めている。 

 本条第 1 項と第 4 項には、法 119 条第 1

 
36 労働調査会出版局編著（2015 年（平成
27 年））499 頁。 
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に際しての救護にかかる二次的な労災防止

のための物的、人的措置義務）の履行確保
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25 条の 2 第 1 項の定める救護にかかる労

災防止措置の履行義務を課し、第 2 項ない
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統括管理の対象となる仕事）が分割発注さ

れる場合に、法第 30 条第 2 項を準用して、

自らは仕事を行わない発注者（第 30 条第

2 項前段）や、自らは仕事を行わない元請

（第 30 条第 2 項後段）が、第 1 項が定め

る措置の履行義務を負う者を請負人から指

名すべきこと、その指名がなされない場合

には、労基署長が指名を行うこと（第 30

条第 3 項に同旨の規定があるが、準用され

てはいない）、指名された者は、第 25 条

の 2 第 1 項が定める労災防止措置と共に、

第 2 項が定める技術的事項の管理者を選任

すべきこと、指名された者が自身と全関係

請負人が使用する全労働者について第 1 項

の措置を講じるべきこと、その限りにおい

て、指名された者以外の者に同項の履行義

務は課されないこと等を定めている。 

 すなわち、法第 25 条の 2 第 1 項は、建

設業等の仕事が重層的請負関係下の混在作

業で行われる場合、各事業者に、爆発や火

災等に際しての救護にかかる労災防止のた

めの物的、人的措置義務を課しているが、

本条第 1 項は、その履行を、各関係請負人

に行わせるのは、非効率かつ有効でもない

ので、元方事業者に一元的に行わせること

にしたものである 36。 

 第 2 項ないし第 5 項は、一の場所におけ

る一の仕事が分割発注される場合には、第

1 項の義務を履行すべき者が複数生じるこ

ととなって、却って混乱を招きかねないの

で、法第 30 条第 2 項を準用するなどして、

自らは仕事を行わない発注者等が、その履

行義務を負う者を請負人から指名すべきこ

と等を定めたものである。 

 第 2 項は、法第 30 条第 2 項を準用して

おり、同規定と同様に、省令において、一

の場所で行われる建設工事等のうち躯体工

事等主要な部分を請け負い自らも行う者や、

この者が複数いて互選された者については、

予めその同意を得て行わねばならないとさ

れている（法第 30 条第 2 項に紐づく安衛

則第 643 条を同第 643 条の 8 が準用してい

る）。第 3 項は、法第 30 条第 3 項と同様

に、第 2 項の方法で指名されない場合の労

基署長による指名を定めている。 

 第 4 項は、第 2 項、第 3 項による被指名

者は、当該場所での建設業等の仕事を行う

自身と関係請負人が使用する全労働者に対

して第 1 項の措置（爆発や火災等に際して

の救護にかかる労災防止のための物的、人

的措置）を講じる義務を負うこと、第 5 項

は、第 25 条の 2 第 2 項が定める救護に関

する技術的事項の管理者の選任も、指名を

受けた者が行うべきことを定めている。 

 本条第 1 項と第 4 項には、法 119 条第 1

 
36 労働調査会出版局編著（2015 年（平成
27 年））499 頁。 
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項（6 月以下の懲役又は 50 万円以下の罰

金）の適用がある。第 25 条の 2 第 2 項を

準用する第 5 項には、元条文と同様に第

120 条（50 万円以下の罰金）の適用がある。 

 

2.3 関連規定 

2.3.1 法条 

 
 
2.4 沿革 

2.4.1 制度史 

 1．4．1を参照されたい。 

 ただし、第 30 条第 1 項第 5 号は、昭和

55 年改正（昭和 55 年（1980 年）法律第

78 号）で新設され、平成 4 年改正（平成 4

年（2002 年）号外法律第 55 号）で後段が

追加されたものである。 

 昭和 55 年改正は、主に建設業での混在

作業による労災が後を絶たず、起因物が建

設機械・設備等であることが多かったこと

を踏まえ、それらの配置、それらを含む工

程計画の作成を特定元方事業者に義務づけ

ることとした。平成 4 年改正は、昭和 55

年改正と同様の背景を踏まえ、例えば第

30 条第 1 項第 5 号に、特定元方事業者が

「当該機械、設備等を使用する作業に関し

関係請負人がこの法律又はこれに基づく命

令の規定に基づき講ずべき措置についての

指導を行う」べきことが盛り込まれたよう

に、元方事業者による関係請負人への指導

を義務づけることとしたものである 37。 

 第 30 条第 2 項は、製造業でも、混在作

業による危険が拡大してきたことを踏まえ

 
37 労働調査会出版局編著（2015 年（平成
27 年））486頁。 

38、第 30 条が対象とする造船業を除く製造

業の混在作業に、同条のうち主立った規制

を展開することを狙って、平成 17 年の法

改正（平成 17 年号外法律第 108 号）で新

設された規定であり、主に化学工業の製造

工場、施設設備の用役（プラントの運転に

必要な電気、水、空気や燃料など）、鉄鋼

業の製鉄、熱延、冷延の工程、自動車製造

業のプレス、溶接、塗装、組立などの作業

を想定している。対象業種につき、業種指

定の政令が定められていないので、当面、

製造業のみが対象となると解されている 39。 

 第 30 条の 3 は、昭和 55 年の法改正（昭

和 55 年法律第 78 号）により設けられた第

25 条の 2 第 1 項（建設業等における爆発

や火災等に際しての救護にかかる労災防止

のための物的、人的措置義務）の履行確保

を、一の場所における重層的請負関係に基

づく混在作業下で図る目的で、平成 17 年

の法改正（平成 17 年号外法律第 108 号）

で設けられたものである。 

 

2.4.2 背景になった災害等 

第 30 条については、建設業や造船業に

おいて一般的な重層的請負関係下で、区々

異なる作業（場）の特徴や、そこから生じ

るリスク情報が関係請負人やその労働者に

共有されないこと、安全衛生管理の方針や

体制が請負人ごとにバラバラであること等

から、車輌系建設機械、移動式クレーンへ

 
38 畠中前掲書（2019 年（令和元年））225
頁。 
39 畠中前掲書（2019 年（令和元年））226
頁。 
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の接触等による労働災害が発生していた 40。 
第 30 条の 2 については、①製鉄所で、

関係請負人の労働者が天井クレーンの集電

装置を修理していた際、元方事業者の労働

者が試運転のため通電して感電した例、②

食料品製造工場で、関係請負人の労働者が

台車を押していたところ、元方事業者の労

働者が運転するフォークリフトに正面から

激突されて死亡した例など。これらは、い

ずれも、元方事業者のリードにより、関係

請負人とリスクコミュニケーション（連絡

調整）が図られていれば、防止できたと解

される 41。 
 

2.5 運用 

2.5.1 適用の実際 

法第 30 条は、土木・建設業ではそれな
りに違反が指摘されている条規であり、違
反による送検件数を記した令和 2 年公表
「労働基準関係法令違反に関する公表事
案」（https://www.mhlw.go.jp/content/000
534084.pdf，最終閲覧日 2020 年 7 月 9
日）によれば、令和元年 6 月 1 日から 1 年
間で、違反による送検件数は 1 件にとどま
っていたが、違反の指摘件数を記した令和
2 年労働基準監督年報（厚生労働省労働基
準局、令和 2 年）の定期監督等実施状況・
法違反状況（令和 2 年）では、合計 734 件
（違反の指摘件数）に達していた。 
他の主要条文違反に関するものも含めた

平成 11 年以後の経年データについては、
 

40 労働調査会出版局編著（2015 年（平成
27 年））485頁。 
41 畠中前掲書（2019 年（令和元年））225
頁。 

後掲する【労働基準監督年報（送検件数）

の経年データ①】と【労働基準監督年報

（定期監督等における違反指摘件数）の経

年データ②】を参照されたい。 
 大手建設会社 A が元請となった下水道工
事現場で、A の監督員 2 名のもと、下請土
木業者 B の事業主（土止め支保工作業主任
者及び地山掘削等作業主任者資格あり）が
作業指揮し、おそらく B 雇用のドラグショ
ベルのオペレータがドラグショベルを操作
し、同じく運搬作業員 2 人がトラックで残
土の運搬をし、同じく X と同僚が掘削溝に
入り、下水管敷設工事を行っていたところ、
ほんらい、先に土止めをしてから掘削すべ
きところ、（周辺の住宅への騒音・振動等
を避けるため）行わなかったこと、前 2 日
に台風が来て土が緩んでいたこと等から、
側壁が崩壊し、X が生き埋めとなり、重傷
を負った。 
 災害原因は土止めをせずに掘削溝に入っ
た作業手順の不備にあり、A から B に殆ど
丸投げ発注され、監視も十分に行われてい
なかったこと等を踏まえ、A は、作業計画
書の不備、下請人への指導の欠如等による
法第 30 条第 1 項第 5 号（安衛則第 638 条
の 3）違反の疑いで、書類送検された。当
然ながら、X らの雇用主である B も、法第
21 条第 1 項（安衛則第 361 条）違反の疑
いで書類送検された（労働調査会編『建設
業編・安衛法違反による送検事例集第 1
集』（労働調査会、2001 年（平成 13 年））
78-79頁）。 
 雇用主である事業者を名宛人とする規制
の適用可能性と共に、それが困難な場合に
備え、本条の適用が検討された例がある。
すなわち、元方事業者 Y が、A を現場責任
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の接触等による労働災害が発生していた 40。 
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関係請負人の労働者が天井クレーンの集電

装置を修理していた際、元方事業者の労働

者が試運転のため通電して感電した例、②
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台車を押していたところ、元方事業者の労

働者が運転するフォークリフトに正面から

激突されて死亡した例など。これらは、い

ずれも、元方事業者のリードにより、関係

請負人とリスクコミュニケーション（連絡

調整）が図られていれば、防止できたと解

される 41。 
 

2.5 運用 

2.5.1 適用の実際 

法第 30 条は、土木・建設業ではそれな
りに違反が指摘されている条規であり、違
反による送検件数を記した令和 2 年公表
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534084.pdf，最終閲覧日 2020 年 7 月 9
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間で、違反による送検件数は 1 件にとどま
っていたが、違反の指摘件数を記した令和
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法違反状況（令和 2 年）では、合計 734 件
（違反の指摘件数）に達していた。 
他の主要条文違反に関するものも含めた

平成 11 年以後の経年データについては、
 

40 労働調査会出版局編著（2015 年（平成
27 年））485頁。 
41 畠中前掲書（2019 年（令和元年））225
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事現場で、A の監督員 2 名のもと、下請土
木業者 B の事業主（土止め支保工作業主任
者及び地山掘削等作業主任者資格あり）が
作業指揮し、おそらく B 雇用のドラグショ
ベルのオペレータがドラグショベルを操作
し、同じく運搬作業員 2 人がトラックで残
土の運搬をし、同じく X と同僚が掘削溝に
入り、下水管敷設工事を行っていたところ、
ほんらい、先に土止めをしてから掘削すべ
きところ、（周辺の住宅への騒音・振動等
を避けるため）行わなかったこと、前 2 日
に台風が来て土が緩んでいたこと等から、
側壁が崩壊し、X が生き埋めとなり、重傷
を負った。 
 災害原因は土止めをせずに掘削溝に入っ
た作業手順の不備にあり、A から B に殆ど
丸投げ発注され、監視も十分に行われてい
なかったこと等を踏まえ、A は、作業計画
書の不備、下請人への指導の欠如等による
法第 30 条第 1 項第 5 号（安衛則第 638 条
の 3）違反の疑いで、書類送検された。当
然ながら、X らの雇用主である B も、法第
21 条第 1 項（安衛則第 361 条）違反の疑
いで書類送検された（労働調査会編『建設
業編・安衛法違反による送検事例集第 1
集』（労働調査会、2001 年（平成 13 年））
78-79頁）。 
 雇用主である事業者を名宛人とする規制
の適用可能性と共に、それが困難な場合に
備え、本条の適用が検討された例がある。
すなわち、元方事業者 Y が、A を現場責任
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者として、O 市から請け負った河川改良工
事を実施する際に、Y 設置の車両系建設機
械をその労働者 M に運転させていたが、
接触危険個所に立入禁止、誘導者の配置等
の危害防止措置を講じなかったため、下請
労働者が立入り、被災した事案につき、河
村産業所事件（鍋田農協倉庫倒壊事件）名
古屋高判昭和 47 年 2 月 28 日判例時報 666
号 94 頁を参考に、Y の法第 21 条（安衛則
第 158 条）違反が検討されると共に、混在
作業が同一の場所で行われていたことを前
提に、Y の法第 30 条所定の統括管理義務
違反が検討された例がある（ただし、帰趨
は不明）（法務省刑事局・労働省労働基準
局『労働基準法等違反事件捜査処理に関す
る協議会資料』（昭和 50年））。 
 

2.5.2 関係判例 

（1）関係請負人の労働者のみが作業を行

っていたタンカー建造中の作業場で生じた

足場にかかる災害につき、第 30 条第 1 項

が定める「同一の場所」を広く船殻作業場

と解することで、特定元方事業者や、その

担当部門の統括安全衛生責任者（課長）の

補佐役の刑事責任を認めた例（幸陽船渠事

件広島高判昭和 53 年 4 月 18 日判例時報

918 号 135 頁（1 審：尾道簡易裁判所昭和

52 年 6 月 23 日注解労働安全衛生関係法令

解釈例規集、上告審：最 1 小判昭和 55 年

2 月 21 日注釈労働安全衛生関係法令解釈

例規集）） 

 

<事実の概要> 

 詳細は不明だが、おそらく、建造中のタ

ンカー内の船殻作業場で、複数の関係請負

人の労働者が足場変更工事（以下、「本件

工事」という）を行っていたところ、別の

関係請負人の労働者が作業中であることを

知らずにその作業場に立ち入り、何らかの

危険行為により、足場にかかる物か人が落

下／墜落する等して死亡したもの（以下、

「本件災害」という）と察せられる。 
 これを受け、その作業を伴う仕事の特定

元方事業者（被告人会社）の担当部門（船

殻工作部外業課）の統括安全衛生責任者だ

った課長を補佐する立場にあって、本件作

業現場を指揮していた被告人 M が、本件

工事を下請業者 O 工業の労働者 T らに指

示する際に、当該工事区域内への関係労働

者以外の立入りを禁止して、その旨を分か

り易く掲示したり、看視人を置いて関係者

への周知徹底を図る等しなかった点で、安

衛法第 30 条第 1 項第 2 号及び、同規定を

具体化して、特定元方事業者－関係請負人

間及び関係請負人相互間の連絡及び調整義

務を定めた安衛則第 636 条に違反したとし

て。法第 120 条に基づき、罰金 1 万円の支

払いを命じられた。他方、被告人会社は、

安衛法上の両罰規定（第 122 条）に基づき、

金 3 万円の支払いを命じられた。 
これに対して、被告人 M が、安衛法第

30 条第 1 項が定める「同一の場所」につ

いて、複数の関係請負人のみによって本件

工事が行われていた建造中の船舶の右舷の

ウィングタンクに限られるべきで、本件災

害に同条の適用はなく、本件災害の刑事責

任を負うべきは、足場作業主任者であった

被告人会社の別の従業員や関係請負人の従

業員であるなどと主張して争った。 
 
＜判旨～Mによる控訴棄却～＞ 

1)安衛法第 30 条第 1 項の適用の是非に
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ついて 
M は、安衛法第 30 条第 1 項にいう「同

一の場所」とは、当該作業により何らかの

安全上の影響を受ける可能性のある範囲内

の場所を言い、本件では O 工業により足

場変更工事が行われていた右舷ウィングタ

ンク内に限られるべきなのに、船殻作業場

全域を「同一の場所」とした原判決は、法

令の解釈適用を誤っているとする。 
よって検討するに、安衛法第 30 条及び

これを受けて制定された安衛則（特に第

636 条）の趣旨は、同一場所で特定元方事

業者や関係請負人の労働者が混在作業をし

ている場合には、これら労働者間の連絡調

整の不十分さ等から数多の労災が発生して

いるため、特定元方事業者に安全管理の交

通整理ともいうべき役割を積極的に行わせ

ることにより、そうした労災から下請労働

者をできる限り広範囲にかつ適切に保護し

ようとしたものと解すべきであって、同法

条にいう「同一の場所」の範囲も、仕事の

関連性、労働者の作業の混在性及び統括安

全衛生責任者の選任を定めた同法第 15 条

の趣旨をも併せ考慮して目的論的見地から

決定されるべきものであり、本件において

は、その範囲は、前記船殻作業場全域を指

すものと解するのが相当であって、これを

所論のように本件災害発生現場である右舷

ウィングタンク内に限定すべきとは考えら

れない。 
 2）刑事責任を負うべきは M ではなく、

被告人会社や下請事業者の足場作業主任者

らであるか否かについて 
 足場作業主任者でもあった被告人会社従

業員 N は、混在作業間の連絡調整義務及

び足場作業にかかる危険防止のための連絡

調整等の義務を負い、下請の O 工業の従

業員 H も、足場作業主任者として、足場

作業にかかる同様の義務を負う一方、被告

人会社は、その従業員、下請の責任者、足

場作業主任者等に、足場作業の際の危険防

止措置について十分指導教育しているので、

M から N、N から H に本件作業を指示し

た際、暗黙に労災防止措置の実施が伝達さ

れていたにもかかわらず、M が必要な措置

を講じずに本件作業をさせたと認定した原

審は事実誤認を犯したとする。 
 しかし、原審の認定事実に誤りは認めら

れない。 
確かに、N の立場と負う義務、H の立場

と負う義務、被告人会社が行った教育内容

は、M の主張の通りだが、M は被告人会

社船殻工作部の係長として、同課の安全管

理者である課長を補佐する立場にあって、

作業の実態を認識したうえ、作業間の連絡

調整を行うにつき必要な措置を講じる義務

を負っていた。しかし、M が N に本件足

場作業を指示した際、関係請負人に同作業

の実施につき連絡しておらず、N にも本件

足場作業場周辺の立入禁止等の安全確保措

置を具体的に指示していなかった。 
たとえ、N、H に上述のような措置を講

じる義務があり、被告人会社から足場作業

にかかる危険防止措置につき指導教育を受

けていたとしても、足場作業における墜落

事故が発生し易い状況にかんがみ、M 自身

も、災害防止の徹底のため、関係請負人に

本件作業の実施を連絡し、N に周辺への立

入禁止措置を講ずるよう明確に指示するな

どの措置を講じなければならなかった。 
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ついて 
M は、安衛法第 30 条第 1 項にいう「同

一の場所」とは、当該作業により何らかの

安全上の影響を受ける可能性のある範囲内

の場所を言い、本件では O 工業により足

場変更工事が行われていた右舷ウィングタ

ンク内に限られるべきなのに、船殻作業場

全域を「同一の場所」とした原判決は、法

令の解釈適用を誤っているとする。 
よって検討するに、安衛法第 30 条及び

これを受けて制定された安衛則（特に第

636 条）の趣旨は、同一場所で特定元方事

業者や関係請負人の労働者が混在作業をし

ている場合には、これら労働者間の連絡調

整の不十分さ等から数多の労災が発生して

いるため、特定元方事業者に安全管理の交

通整理ともいうべき役割を積極的に行わせ

ることにより、そうした労災から下請労働

者をできる限り広範囲にかつ適切に保護し

ようとしたものと解すべきであって、同法

条にいう「同一の場所」の範囲も、仕事の

関連性、労働者の作業の混在性及び統括安

全衛生責任者の選任を定めた同法第 15 条

の趣旨をも併せ考慮して目的論的見地から

決定されるべきものであり、本件において

は、その範囲は、前記船殻作業場全域を指

すものと解するのが相当であって、これを

所論のように本件災害発生現場である右舷

ウィングタンク内に限定すべきとは考えら

れない。 
 2）刑事責任を負うべきは M ではなく、

被告人会社や下請事業者の足場作業主任者

らであるか否かについて 
 足場作業主任者でもあった被告人会社従

業員 N は、混在作業間の連絡調整義務及

び足場作業にかかる危険防止のための連絡

調整等の義務を負い、下請の O 工業の従

業員 H も、足場作業主任者として、足場

作業にかかる同様の義務を負う一方、被告

人会社は、その従業員、下請の責任者、足

場作業主任者等に、足場作業の際の危険防

止措置について十分指導教育しているので、

M から N、N から H に本件作業を指示し

た際、暗黙に労災防止措置の実施が伝達さ

れていたにもかかわらず、M が必要な措置

を講じずに本件作業をさせたと認定した原

審は事実誤認を犯したとする。 
 しかし、原審の認定事実に誤りは認めら

れない。 
確かに、N の立場と負う義務、H の立場

と負う義務、被告人会社が行った教育内容

は、M の主張の通りだが、M は被告人会

社船殻工作部の係長として、同課の安全管

理者である課長を補佐する立場にあって、

作業の実態を認識したうえ、作業間の連絡

調整を行うにつき必要な措置を講じる義務

を負っていた。しかし、M が N に本件足

場作業を指示した際、関係請負人に同作業

の実施につき連絡しておらず、N にも本件

足場作業場周辺の立入禁止等の安全確保措

置を具体的に指示していなかった。 
たとえ、N、H に上述のような措置を講

じる義務があり、被告人会社から足場作業

にかかる危険防止措置につき指導教育を受

けていたとしても、足場作業における墜落

事故が発生し易い状況にかんがみ、M 自身

も、災害防止の徹底のため、関係請負人に

本件作業の実施を連絡し、N に周辺への立

入禁止措置を講ずるよう明確に指示するな

どの措置を講じなければならなかった。 
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＜判決から汲み取り得る示唆＞ 

 ・法第 30 条は、混在作業に伴う関係請

負人の労働者間の連携ミス等による労災の

発生を防止するため、元方事業者による統

括管理（交通整理）を図っており、同条に

いう「同一の場所」も、その目的に沿うよ

うに、広めに解釈され得る。その結果、元

方事業者（の法履行担当者）が現場から離

れた場所にいても、それに該当する場合が

生じ得る。 

 ・法第 30 条第 1 項違反により、現場監

督者本人は第 120 条に基づいて処罰され、

その雇用主は、第 122 条（両罰規定）に基

づいて処罰され得る。 

 

（2）特定元方事業者である建設業の元請

が、孫請に派遣されて就労していた未成年

労働者の足場からの転落災害につき、安全

帯装着の指導、安全帯・親綱の支給、下

請・孫請等での作業工程協議、作業手順の

決定、頻回の巡視など法第 29 条、30 条が

定める措置を一定程度履行しており、刑事

事件としては不起訴処分となったが、安全

配慮義務違反に基づく民事損害賠償請求事

件では、所属する巡視者が安全帯を装着し

つつも親綱に固定していなかった被災者を

認めながら、その固定を確認せずにその場

を立ち去ったこと等が安全配慮義務違反に

当たるとした例（エム・テックほか事件高

松地裁平成 20 年 9 月 22 日労働判例 993 号

41 頁（控訴審：高松高判平成 21 年 9 月 15

日でも 1 審判決が支持され、1 審原告と 1

審被告のうちエム・テックが上告したが、

上告棄却、上告不受理となった）） 

 

<事実の概要> 

 X（1 審原告、控訴人兼被控訴人、上告

人兼被上告人）は、昭和 59 年に生まれ、

平成 14 年 10 月に 17 歳で Y5（1 審被告、

被控訴人、被上告人。第 1 派遣元。戌村）

に雇用された。 
 Y1（1 審被告、控訴人兼被控訴人、上告

人兼被上告人。元請。エム・テック）は、

発注者である日本道路公団から四国横断自

動車道中間高架線工事（「本件工事」）を

受注し、Y2（1 審被告、被控訴人、被上告

人。下請。丙川工業）は、Y1 から本件工

事（1 億 3000 万円強の規模）を受注し、

Y3（1 審被告、被控訴人、被上告人。孫請。

花押）は、Y2 から本件工事を受注した。

ただし、Y2 は、当該地域の建設業者に工

事の受注実績を与えること等を目的とした

トンネル会社だったため、本件工事の実質

的な受注者は Y3 であって、Y2 は道路付

け替え工事のみを行い、現場作業員への指

揮命令は行わなかった。また、Y2 は、当

初は訴外 G 工業に工事を発注したが、G
工業の代表が失踪したため、Y3 がその立

場を受け継いだ経緯がある。Y4（1 審被告、

被控訴人、被上告人。第 2 派遣元。丁原）

は、訴外 J 工匠の口利きで（仕事の斡旋に

より J の Y4 への債務を履行する趣旨で）

Y3 との間で労働者派遣契約を結び、Y3 か

ら数十人の人工集めを指示された。Y5 は、

Y4 の要請を受けて、Y4 と人工契約（派遣

契約）を結び、X が 17 歳であることを認

識しつつ、X と雇用契約を結び、Y3 の指

揮命令下で就労させた。X は、本件現場作

業への立入のために作成された雇入れ時面

接簿には、18 歳との虚偽記載をした。面

接簿には、雇入れ会社名として Y3 が記載
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され、面接官として、Y1 の印も押印され

ていた。 
 本件災害は、橋脚（2 径間以上の橋梁の

中間部で上部構造を支えるもの）の間で、

高さ 8.24m に設置されていたステージ上

で起きた。 
 

 
（株式会社建設物価サービスの WEB サイ

ト（https://www.k-mil.net/contents/detail
/526，最終閲覧日 2022 年 4 月 12 日）） 
 
 Y1 は、本件現場近くに現場監督事務所

を設置し、その所長として L を配置した上

で、安全推進室を置き、室長 M、安全推進

員の N と O が 1 回／時間程度、現場を巡

視していた。本件災害当日は、N の代理の

代理の E が現場を巡視していた。 
 本件災害当時、Y4 らは、型枠支保工の

解体作業を行っていた。その組立・解体に

は、作業主任者資格を有する Y4 から派遣

された B が常駐し、職長を務めていた。本

件災害当日、B を職長とする 8 名の班が 4
名ずつ 2 つの作業を担当した。彼らは、

Y4 が支給したヘルメットを着用し、Y3 代

表の指揮命令を受けて就業していた。Y1
の現場担当社員である C は、現場監督事務

所長 L に、支保工支柱式の解体作業につい

ての作業手順書を手交した。これには、作

業手順等として、足場板を撤去する前に、

①引出し部（図参照）のサポートの緩和、

②合板、角材の撤去、③張出し部（図参

照）のサポート解体、④P コンの穴埋め、

⑤底版部ジャッキの緩和、⑥底版型枠、角

材の撤去、⑦大引き材の撤去、⑧建枠の解

体、という行程を辿ることとされていた。

また、Y1 の現場担当社員である C による

手書きで、作業主任者の選任、手すりの撤

去は最後に、安全帯の安全使用等の記載が

なされ、Y3 代表によるサインが付されて

いた。 
本件災害の前日、Y3 代表と Y4 から派

遣された職長の B は、Y1 に対して本件作

業の進捗状況を報告すると共に、上記作業

手順書に基づいて翌日の荷下ろし作業につ

いて打ち合わせ、手すりの解体は荷下ろし

作業完了後に行う旨が報告された。 
本件災害当日、Y1 は、朝礼後、ツール

ボックスミーティングと呼ばれる作業の打

ち合わせと危険予知活動を行い、いずれに

も Y1 の E や C が参加した。朝礼の際、

Y1 担当者から X に、危険箇所で作業する

際の安全帯の装着について指示された。 
本件災害現場では、作業手順書に従い、

X が解体された材料を集め、班員 2 名が玉

掛けをし、残る 1 名が下で受け取る作業を

行っていたが、X は、安全帯は装着してい

たものの、親綱に固定していなかった。 
 X らは、当初は、手すりを残したままで、

資材（足場上で解体された枠組支保工等）

の荷下ろしを行っていたが、奥までクレー

ンを差し入れて、奥に置かれた資材を効率

的に手前に移動させるため、Y3 代表に B
が許可をとり、当該手すりを撤去した。こ

の際、同代表は、撤去の部位と順番、安全

帯を設置する親綱を張る場所等に関する指
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され、面接官として、Y1 の印も押印され

ていた。 
 本件災害は、橋脚（2 径間以上の橋梁の

中間部で上部構造を支えるもの）の間で、

高さ 8.24m に設置されていたステージ上

で起きた。 
 

 
（株式会社建設物価サービスの WEB サイ

ト（https://www.k-mil.net/contents/detail
/526，最終閲覧日 2022 年 4 月 12 日）） 
 
 Y1 は、本件現場近くに現場監督事務所

を設置し、その所長として L を配置した上

で、安全推進室を置き、室長 M、安全推進

員の N と O が 1 回／時間程度、現場を巡

視していた。本件災害当日は、N の代理の

代理の E が現場を巡視していた。 
 本件災害当時、Y4 らは、型枠支保工の

解体作業を行っていた。その組立・解体に

は、作業主任者資格を有する Y4 から派遣

された B が常駐し、職長を務めていた。本

件災害当日、B を職長とする 8 名の班が 4
名ずつ 2 つの作業を担当した。彼らは、

Y4 が支給したヘルメットを着用し、Y3 代

表の指揮命令を受けて就業していた。Y1
の現場担当社員である C は、現場監督事務

所長 L に、支保工支柱式の解体作業につい

ての作業手順書を手交した。これには、作

業手順等として、足場板を撤去する前に、

①引出し部（図参照）のサポートの緩和、

②合板、角材の撤去、③張出し部（図参

照）のサポート解体、④P コンの穴埋め、

⑤底版部ジャッキの緩和、⑥底版型枠、角

材の撤去、⑦大引き材の撤去、⑧建枠の解

体、という行程を辿ることとされていた。

また、Y1 の現場担当社員である C による

手書きで、作業主任者の選任、手すりの撤

去は最後に、安全帯の安全使用等の記載が

なされ、Y3 代表によるサインが付されて

いた。 
本件災害の前日、Y3 代表と Y4 から派

遣された職長の B は、Y1 に対して本件作

業の進捗状況を報告すると共に、上記作業

手順書に基づいて翌日の荷下ろし作業につ

いて打ち合わせ、手すりの解体は荷下ろし

作業完了後に行う旨が報告された。 
本件災害当日、Y1 は、朝礼後、ツール

ボックスミーティングと呼ばれる作業の打

ち合わせと危険予知活動を行い、いずれに

も Y1 の E や C が参加した。朝礼の際、

Y1 担当者から X に、危険箇所で作業する

際の安全帯の装着について指示された。 
本件災害現場では、作業手順書に従い、

X が解体された材料を集め、班員 2 名が玉

掛けをし、残る 1 名が下で受け取る作業を

行っていたが、X は、安全帯は装着してい

たものの、親綱に固定していなかった。 
 X らは、当初は、手すりを残したままで、

資材（足場上で解体された枠組支保工等）

の荷下ろしを行っていたが、奥までクレー

ンを差し入れて、奥に置かれた資材を効率

的に手前に移動させるため、Y3 代表に B
が許可をとり、当該手すりを撤去した。こ

の際、同代表は、撤去の部位と順番、安全

帯を設置する親綱を張る場所等に関する指
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示はしなかった。 
 その後、C（Y1 の現場担当社員）が、巡

視で本件現場の下を通りかかったところ、

安全帯を繋ぐ親綱を張るべき手すりが外さ

れ、安全帯を使用せずに高所作業をしてい

る作業員を発見したため、親綱を設置して

安全帯を使用するよう口頭で注意した。C
は、作業手順を見直させるため、Y3 代表

に電話したが、出なかったため、橋面に出

て、同人を探していたところ、本件災害が

発生した。X は、この際、足場の上の資材

を荷下ろしするために、手すりが撤去され

た付近に移動させる作業をしていた。足場

は、鉄骨を組んだ上に板が敷かれ、その上

にビニールシートを被せた構造だったが、

鉄骨の間の板のない部分にもビニールシー

トの一部が広がっていたため、その部分の

シートを踏み抜き、そのまま 8.24m 下の

地上に転落した。 
 その結果、64 日間の入院、26 日の実通

院、併合すると 12 級相当、労働能力の

14％を喪失する後遺障害（左手関節痛、仙

骨骨折による腰痛）をもたらす傷害を負っ

た。X は、本件訴訟の当時には、塗装業に

従事し、時給 1300 円で 8-10 時間／日、6
日間／週稼働するまでに快復したが、苦痛

は残っている。 
 なお、X とその両親は、本件災害の 50
日ほど後に、Y3、Y4 との間で、同人らが

見舞金 100 万円を支払うことを以て、その

余は労働保険に委ねる趣旨の覚書を作成し、

現に支払われていた（最終的には Y1 が負

担した）。 
 以上の経過を踏まえ、X は、Y らを相手

方として、安全配慮義務違反（債務不履

行・不法行為）に基づき損害賠償を請求し

た。なお、Y3、Y3 代表、Y5 は、本件災

害につき、労基法違反として罰金刑に処せ

られた。Y1 の代表は、労基署及び検察庁

で事情聴取を受けたが、不起訴処分となっ

た。 
 
＜判旨～X請求認容、一部棄却～＞ 

1）Y1の責任 

 Y1 のような特定元方事業者は、混在作

業による労災の防止のため、作業場所の巡

視、仕事の工程に関する計画の作成など必

要な措置を講じなければならない（安衛法

第 29 条、第 30 条）。 
 Y1 は、本件現場に監督事務所を設置し

て所長 L を常駐させた上、作業工程ごとに

Y2、Y3、Y4 らと打ち合わせし、協議の上、

本件現場の作業手順を決めており、安全推

進室を設置して、N ら安全推進員らにより、

1 回／時間の巡視をするなどの安全管理を

してきた。 
 しかし、C（Y1 の現場担当社員）は、本

件災害当日の巡視の際、作業手順とは異な

って本件現場の手すりが外されていること、

安全帯を使用しないまま高所作業をしてい

る作業員がいることに気づいたのに、口頭

で注意するにとどめ、彼らが親綱を張り安

全帯を使用できるようにするのを確認せず

にその場を離れている。口頭での注意も、

その現場の責任者や職長に対して個別に明

確な指示をするなど、対象と事柄を明確に

して指示すべきだった。その後の C の行動

からは、Y3 代表への連絡を優先しようと

していたと推認されるが、同人に連絡がと

れるまでは、転落の危険のある付近での作

業を全面的に中断させるべきであり、その

場の作業員全員に個別に指示が行き渡るよ
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うにすべきだった。 
 Y1 は、X らと直接の契約関係にないか

ら、直接、指示する権限はないなどと主張

するが、特定元方事業者にかかる上記の定

めから、その主張は失当である。 
 よって、Y1 には、安全配慮義務違反が

ある。 
2）Y2の責任 

 Y2 は、Y1 の下請事業者だが、本件工事

には殆ど関与せず、X ら作業員を直接指揮

命令するなどの関係もなかったから、本件

作業につき、X に安全配慮義務を負う立場

にはなかった。 
 Y2 の従業員が安全推進員として本件現

場に常駐して Y1 の安全推進員らと共に巡

視していたので、これに関連する安全配慮

義務を観念できるが、同人が、本件災害当

日、本件現場の手すりが外されていて、本

件災害を予見できたとは認められない。 
3）Y3の責任 

 Y4 が本件作業のために Y3 に派遣した

職長の B をはじめとする作業員らは、Y3
代表から作業内容等の具体的指示を受けて

いた。よって、Y3 と X の間に直接的な雇

用関係はないが、本件作業について X を指

揮命令する関係にあったから、本件現場に

おいて、X への安全配慮義務を負う。 
 Y3 代表は、手すりを外して作業を進め

ることを許可した以上、その際に、撤去の

範囲や順序、手すり下部の作業板の処置、

安全帯にかかる親綱を張る位置等の安全上

の措置について、本件現場で具体的な指示

をすべきだった。それを怠った以上、現場

監督者としての安全配慮義務を尽くしたと

はいえない。 

4）Y4の責任 

 Y4 は、X との間に直接的な雇用関係は

なく、Y5 から X の派遣を受けて Y3 に X
を派遣したから、本件現場で X を指揮命令

する立場にない。 
 通常、派遣元は、労働者に直接指揮命令

しないので、当然に安全配慮義務を負うわ

けではない。しかし、派遣先の事業場の危

険性を知りながら派遣した場合など個別事

情によっては同義務違反の責任を負うこと

がある。建設業務における労働者派遣は危

険性が高いことから、派遣事業は禁止され

ている（労働者派遣法第 4 条第 1 項第 2
号）ことからすると、当該労働者の安全に

問題がないことを実地で確認した等の特段

の事情のない限り、同義務を尽くしたと評

価できない。 
 Y4 は、自ら本件現場に赴いて、安全性

の確認をする等はしていないし、Y4 が派

遣した職長の B は、Y3 代表の許諾を得て

手すりの除去をしながら、X ら作業員に対

して親綱を張って安全帯を使用するための

具体的な指示をしなかった。 
 以上から、Y4 には安全配慮義務違反が

ある。 
5）Y5の責任 

 Y5 は、X を直接雇用していたから、雇

用契約の附随義務として、X への安全配慮

義務を負っていた。 
 Y5 は、本件現場で X を指揮命令する立

場になかったから、同義務を負う立場にな

かったと主張する。これは、具体的な義務

違反がない趣旨の主張と解する。 
 派遣元である Y5 は、X に指揮命令はし

ないが、派遣元だから、Y4 について示し

たのと同様に、X の作業現場の安全性を実
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うにすべきだった。 
 Y1 は、X らと直接の契約関係にないか

ら、直接、指示する権限はないなどと主張

するが、特定元方事業者にかかる上記の定

めから、その主張は失当である。 
 よって、Y1 には、安全配慮義務違反が

ある。 
2）Y2の責任 

 Y2 は、Y1 の下請事業者だが、本件工事

には殆ど関与せず、X ら作業員を直接指揮

命令するなどの関係もなかったから、本件

作業につき、X に安全配慮義務を負う立場

にはなかった。 
 Y2 の従業員が安全推進員として本件現

場に常駐して Y1 の安全推進員らと共に巡

視していたので、これに関連する安全配慮

義務を観念できるが、同人が、本件災害当

日、本件現場の手すりが外されていて、本

件災害を予見できたとは認められない。 
3）Y3の責任 

 Y4 が本件作業のために Y3 に派遣した

職長の B をはじめとする作業員らは、Y3
代表から作業内容等の具体的指示を受けて

いた。よって、Y3 と X の間に直接的な雇

用関係はないが、本件作業について X を指

揮命令する関係にあったから、本件現場に

おいて、X への安全配慮義務を負う。 
 Y3 代表は、手すりを外して作業を進め

ることを許可した以上、その際に、撤去の

範囲や順序、手すり下部の作業板の処置、

安全帯にかかる親綱を張る位置等の安全上

の措置について、本件現場で具体的な指示

をすべきだった。それを怠った以上、現場

監督者としての安全配慮義務を尽くしたと

はいえない。 

4）Y4の責任 

 Y4 は、X との間に直接的な雇用関係は

なく、Y5 から X の派遣を受けて Y3 に X
を派遣したから、本件現場で X を指揮命令

する立場にない。 
 通常、派遣元は、労働者に直接指揮命令

しないので、当然に安全配慮義務を負うわ

けではない。しかし、派遣先の事業場の危

険性を知りながら派遣した場合など個別事

情によっては同義務違反の責任を負うこと

がある。建設業務における労働者派遣は危

険性が高いことから、派遣事業は禁止され

ている（労働者派遣法第 4 条第 1 項第 2
号）ことからすると、当該労働者の安全に

問題がないことを実地で確認した等の特段

の事情のない限り、同義務を尽くしたと評

価できない。 
 Y4 は、自ら本件現場に赴いて、安全性

の確認をする等はしていないし、Y4 が派

遣した職長の B は、Y3 代表の許諾を得て

手すりの除去をしながら、X ら作業員に対

して親綱を張って安全帯を使用するための

具体的な指示をしなかった。 
 以上から、Y4 には安全配慮義務違反が

ある。 
5）Y5の責任 

 Y5 は、X を直接雇用していたから、雇

用契約の附随義務として、X への安全配慮

義務を負っていた。 
 Y5 は、本件現場で X を指揮命令する立

場になかったから、同義務を負う立場にな

かったと主張する。これは、具体的な義務

違反がない趣旨の主張と解する。 
 派遣元である Y5 は、X に指揮命令はし

ないが、派遣元だから、Y4 について示し

たのと同様に、X の作業現場の安全性を実
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地で確認した等の特段の事情がない限り、

本件現場での安全配慮義務を尽くしたとは

言えない。 
 Y5 は、X を 17 歳と知りつつ雇用し、18
歳未満の者について禁止されている高所作

業等（労基法第 62 条、年少者労働基準規

則第 8 条第 24 号、第 25 号）に就労させ、

なおかつ本件現場で安全性の確認をしなか

った以上、安全配慮義務違反がある。Y5
は、以前にも 18 才未満の労働者を高所作

業に従事させて死亡させた前歴があること

から、その違法性は顕著である。 
6）過失相殺 

 本件災害当日の朝に、ミーティング及び

危険予知活動が行われて X も参加し、Y1
の担当者から安全帯の使用が指示され、安

全帯及び親綱が支給されていたこと、年齢

を虚偽申告して稼働したことから、1 割の

過失相殺をする。 
 Y1 は、X－Y1 の間の過失割合を認定す

る際には、他の被告や作業員ら、中間者の

過失を除外（＊他者の過失の災害への貢献

分を除外）すべきと主張するが、被害者保

護の趣旨に照らし採用できない。 
7）本件覚書について 

 本件覚書は、Y らが、労働基準監督署及

び検察庁に、早期の示談成立を情状面で考

慮してもらおうと目論んで、X やその両親

に働きかけて作成したものと推認され、X
の全損害について確定的な示談をする趣旨

だったとは解されないから、和解契約に当

たるとは言えない。 
 
＜判決から汲み取り得る示唆＞ 

 ・本判決は、要するに、 
Y1（の現場担当者）は、巡視の際に、X

らが安全帯を適正に使用していなかったの

を発見したのだから、 
現場の責任者や職長に対して個別に明確

な指示をすべきだったのに怠ったこと、 
現場監督者に連絡がとれるまで、作業を

中止させるなど、安全優先の措置を講ずべ

きだったのに怠ったこと、 
Y3 は、Y4 から派遣された B を通じて X

らを指揮命令し、その代表が手すりを外す

ことを許可した以上、 
外す手順、親綱の設置箇所を明示する等

の墜落防止措置を講ずべきだったのに怠っ

たこと、 
Y4 と Y5 は、X の派遣元ないし雇用主と

して、X の就業先に危険性が窺われる以上、 
自ら現地に赴いて安全性を確認すべきだ

ったのに怠ったこと、 
特に Y4 の場合、自ら派遣した職長の B

が手すりを外すことを Y3 代表に求めた経

過からも、安全帯を繋ぐ親綱の固定を確保

すべきだったのに怠ったこと 
を以て安全配慮義務違反と評価している。 
 ・民事損害賠償訴訟では、安衛法上の元

方事業者向けの規制が、元方事業者の安全

配慮義務違反を認める上で有効に働く（本

件では、安衛法第 29 条、第 30 条違反＝元

方事業者の安全配慮義務違反と判示されて

いる）が、刑事事件では、関与の強さ、悪

質性や結果の重大性などがなければ起訴に

は至らない（本件では、元方事業者につい

ては、第 29 条第 2 項（関係請負人及びそ

の労働者の法令違反に際しての是正指示）、

第 30 条第 1 項第 6 号（混在作業下での特

定元方事業者の統括管理義務の一環として

の一般的な労災防止措置）、個々の事業者

については、第 21 条第 2 項（墜落危険場

－ 851 －



分担研究報告書（三柴 丈典） 

 

所での危害防止措置等）、第 25 条（急迫

危険時の作業中止・労働者退避措置等）等

の適用が検討されただろうが、本件で Y3
と Y5 が刑事処分を受けたのは労基法違反

だから、年少労働者に高所作業を行わせた

ことによると思われ、安衛法違反によるわ

けではない）。直接の指揮命令関係や契約
関係にない元方事業者であって、なおかつ、
本件におけるように、その元方事業者が、
ミーティングや危険予知活動の実施など、
法第 29条、第 30条の定めを一定程度遵守
している例では尚更といえる。 
 ・派遣元は、派遣労働者に指揮命令しな

いので、当然に安全配慮義務を負うわけで

はないが、派遣先での就労の危険性を認識

すべき場合には、自らその就労の安全性を

確かめる、自身が現場に設置した担当者が

不安全な状況を創出した場合には、適切な

安全対策を講じる等の義務を負う。 
 
（3）船舶の機関室内での冷蔵庫の冷媒

（アンモニア）による関係請負人の従業員

の中毒等による死亡等をもたらした仕事の

発注者（船舶保有者）に安衛法第 30 条第

2 項が定める第 1 項の特定元方事業者によ

る統括管理の履行担当者の選任義務違反は

認められるが、それと本件災害の間に相当

因果関係は認められず、その過失責任はな

いとした例（山形県水産公社事件最 1 小判

平成 5 年 1 月 21 日判例時報 1456 号 92 頁

（1 審：新潟地判昭和 61 年 10 月 31 日労

働判例 488 号 54 頁、原審：不明（判例集

未搭載と思われる））（破棄差戻後帰趨不

明）） 

 

<事実の概要> 

 Y1（山形県水産公社：1 審被告、控訴人、

上告人）は、保有する漁業用船舶栄久丸

（約 360 トン）について、船舶安全法施行

規則第 24 条が定める定期検査を受けるた

めの準備作業のうち、機関に関する準備を

除く事項、艤装（船に原動機等の部品を取

り付ける作業）、錨のチェーンの点検等船

舶の安全に関する基本的設備に関する事項

を Y2（株式会社山形造船所：1 審被告）、

同じく機関に関する事項等を Y3（酒田船

用機器整備センター：1 審被告）、同じく

冷凍装置の整備点検作業等を Y4（株式会

社テイオン：1 審被告）に分割発注した。

このため、栄久丸内で、複数の請負人が縦

横に混在して作業することとなった。なお、

Y3 は、Y6（新協鉄工所：1 審被告）から

派遣されてきた H と S、Y7（岩浪工業：1
審被告）から派遣されてきた K と T を指

揮し、栄久丸の機関室内で就業させていた。

HKTS は、いずれも Y6、Y7 との雇用関係

を維持していた。 
 栄久丸の冷凍装置は、アンモニアを冷媒

としており、装置内で液体をガスに変化さ

せる際に周囲の熱を奪う性質を利用して冷

凍機能をもたらしていたが、圧縮機（コン

プレッサー。ガス化した冷媒を液化できる

程度まで圧縮し、圧送する機械）のピスト

ン用の潤滑油がアンモニアガスと混じるこ

とがあるため、装置内の複数の部品（オイ

ルセパレータ－（オイルの分離器）、レシ

ーバー（液化したアンモニアから不純物を

除く機器）等）に、潤滑油を排出するため

のドレン抜き弁が付設されていた。 
 アンモニアは、人体に接触すると炎症を

起こし、吸入した場合には呼吸困難や中毒
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所での危害防止措置等）、第 25 条（急迫

危険時の作業中止・労働者退避措置等）等

の適用が検討されただろうが、本件で Y3
と Y5 が刑事処分を受けたのは労基法違反

だから、年少労働者に高所作業を行わせた

ことによると思われ、安衛法違反によるわ

けではない）。直接の指揮命令関係や契約
関係にない元方事業者であって、なおかつ、
本件におけるように、その元方事業者が、
ミーティングや危険予知活動の実施など、
法第 29条、第 30条の定めを一定程度遵守
している例では尚更といえる。 
 ・派遣元は、派遣労働者に指揮命令しな

いので、当然に安全配慮義務を負うわけで

はないが、派遣先での就労の危険性を認識

すべき場合には、自らその就労の安全性を

確かめる、自身が現場に設置した担当者が

不安全な状況を創出した場合には、適切な

安全対策を講じる等の義務を負う。 
 
（3）船舶の機関室内での冷蔵庫の冷媒

（アンモニア）による関係請負人の従業員

の中毒等による死亡等をもたらした仕事の

発注者（船舶保有者）に安衛法第 30 条第

2 項が定める第 1 項の特定元方事業者によ

る統括管理の履行担当者の選任義務違反は

認められるが、それと本件災害の間に相当

因果関係は認められず、その過失責任はな

いとした例（山形県水産公社事件最 1 小判

平成 5 年 1 月 21 日判例時報 1456 号 92 頁

（1 審：新潟地判昭和 61 年 10 月 31 日労

働判例 488 号 54 頁、原審：不明（判例集

未搭載と思われる））（破棄差戻後帰趨不

明）） 

 

<事実の概要> 

 Y1（山形県水産公社：1 審被告、控訴人、

上告人）は、保有する漁業用船舶栄久丸

（約 360 トン）について、船舶安全法施行

規則第 24 条が定める定期検査を受けるた

めの準備作業のうち、機関に関する準備を

除く事項、艤装（船に原動機等の部品を取

り付ける作業）、錨のチェーンの点検等船

舶の安全に関する基本的設備に関する事項

を Y2（株式会社山形造船所：1 審被告）、

同じく機関に関する事項等を Y3（酒田船

用機器整備センター：1 審被告）、同じく

冷凍装置の整備点検作業等を Y4（株式会

社テイオン：1 審被告）に分割発注した。

このため、栄久丸内で、複数の請負人が縦

横に混在して作業することとなった。なお、

Y3 は、Y6（新協鉄工所：1 審被告）から

派遣されてきた H と S、Y7（岩浪工業：1
審被告）から派遣されてきた K と T を指

揮し、栄久丸の機関室内で就業させていた。

HKTS は、いずれも Y6、Y7 との雇用関係

を維持していた。 
 栄久丸の冷凍装置は、アンモニアを冷媒

としており、装置内で液体をガスに変化さ

せる際に周囲の熱を奪う性質を利用して冷

凍機能をもたらしていたが、圧縮機（コン

プレッサー。ガス化した冷媒を液化できる

程度まで圧縮し、圧送する機械）のピスト

ン用の潤滑油がアンモニアガスと混じるこ

とがあるため、装置内の複数の部品（オイ

ルセパレータ－（オイルの分離器）、レシ

ーバー（液化したアンモニアから不純物を

除く機器）等）に、潤滑油を排出するため

のドレン抜き弁が付設されていた。 
 アンモニアは、人体に接触すると炎症を

起こし、吸入した場合には呼吸困難や中毒
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等の危害を及ぼす特定化学物質であり、安

衛法上の第三類物質の 1 つとされている。

また、同法の実施を図る特定化学物質等障

害予防規則第 22 条は、特定化学物質等に

ばく露する危険のある作業を行う際に必要

な措置を 10 項目にわたり規定している。

そこで、Y1 の M 機関長と Y3 の A 取締

役・工場長の間で、Y4 が圧縮機のオーバ

ーホール等、アンモニアガスが発生する作

業を行う際には、Y3 の作業を中断して作

業員を船外に出すこととされていた。 
 Y4 は、受注した業務の一環で、従業員

の Y5（1 審被告）に、栄久丸の機関室で、

当該冷凍装置のコンデンサーのチューブの

清掃等を行う準備作業（当該チューブから

の水抜き、防蝕亜鉛板の数、形状の調査

等）を命じた。この作業自体、アンモニア

ガスに関わるものではなかったが、Y5 は、

M 機関長から、圧縮機の潤滑油が冷凍装置

内に溜まっている旨の話をきいたことを受

け、この機会にコンデンサー（＊高温の液

体（冷媒という）がガスに戻る過程で周囲

の熱を奪う（：冷気を生む）ことを目的に

冷媒を液化させる機器）から油抜きをしよ

うと考えた。その時点で、機関室内には

Y3 関係の作業員 10 名が作業していたが、

事前に M 機関長や機関室の他の作業員に

は知らせず、油受け用の空缶を置いて、コ

ンデンサー下部のドレン抜き弁を開けて油

抜き作業を始めた。Y5 は、アンモニアガ

スの有毒性や、その漏出防止には、その水

溶性を利用して、ホースで相当量の水の中

に導く方法が有効であることは知っていた

が、過去の経験から、油の排出後にガスが

流出し始めた瞬間にドレン弁を閉めれば良

いと考えていた。 

 しかし、Y5 がドレン抜き弁の開閉を数

回繰り返したところで突然アンモニアガス

が噴出し、短時間内に機関室内に充満して、

同室内で作業をしていた前記の作業員 H
は中毒、K と T は呼吸不全、S は腐敗性肺

炎で死亡した。 
 そこで、彼らの遺族が、Y1 から Y7 を

相手方として、不法行為に基づく損害賠償

を請求した。1 審には、原告及び被告の違

いから、3 事件別個に提訴されたが、審理

は併合されて別個に判決が言い渡された。 
 1 審は、要約、以下のように述べ、Y5
を主な過失責任者としたうえ、Y4 の使用

者責任、Y1 の過失責任を認めた。 
 すなわち、先ず、直接的な加害者である

Y5 につき、法令が危害防止措置の名宛人

としている事業者や、危険作業の安全管理

等を託している作業主任者と並び、または

独自にアンモニアの漏出防止措置をとるか、

他の作業員に漏出の危険性を知らせて作業

場所から退避させる等の注意義務があった

（＊本来、その仕事を請け負った事業者や

作業主任者が負う注意義務を、自ら引き受

けたということ）が、怠った過失があった。 
Y5 の油抜き作業は、Y4 の請け負った冷

凍装置の整備点検業務に関連して行われた

ので、Y4 は Y5 の不法行為につき使用者

責任を負う。 
Y3 については、そもそも Y1 から請け

負った業務は、アンモニアガスとは直接関

わりなく、Y6、Y7 から派遣され、機関室

で働く HKTS を指揮していた A 取締役・

工場長が、アンモニアガスを発生させるよ

うな Y5 の油抜き作業を知らず、そのこと

に帰責事由もなかったため、不法行為は犯

しておらず、よって、使用者責任を負う理
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由もない。確かに、Y3 が請け負った作業

の場所（機関室）にアンモニアを冷媒とす

る冷凍装置の配管等があったから、アンモ

ニアガスの危険性や漏出防止の指導、漏出

した際の避難方法の確保等の措置を講じる

義務があったが、A 取締役・工場長は、作

業開始前に作業内容や注意事項を確認して

冷凍装置への接触をしないよう注意してい

たこと、Y1 の M 機関長と Y3 の A 取締

役・工場長の間で、Y4 が圧縮機のオーバ

ーホール等を行う際には、Y3 の作業を中

断して作業員を船外に出すこととされてい

たこと、船外退避のための通路が確保され

ていたこと等から、過失は認められない。 
 Y2 は、栄久丸の整備点検の元請ではな

く、Y4 や HKTS との使用従属関係も認め

られないので、責任はない。 
 Y1 は、栄久丸の整備点検を Y2、Y3、
Y4 に分割発注し、その結果、その従業員

が同一場所で作業を行うことになったから、

安衛法第 30 条第 2 項前段の特定事業の仕

事の発注者に該当する。しかし、同条規に

基づき、請負作業間の連絡調整、作業場所

の巡視を行う請負人の指名（「本件指

名」）を怠り、専ら請負人に作業方法を一

任していた。また、それが行われていれば、

Y5 の行うべき作業が明確化し、思い付き

による作業も防げたはずなので、過失があ

り、不法行為責任を負う。 
 Y6、Y7 については、HKTS に対して労

働契約上の安全配慮義務を負うが、彼らの

指揮命令は Y3 が行っていたし、（Y3 が

同義務を履行すれば Y6、Y7 の同義務も履

行されたことになるところ、）Y3 には同

義務違反が認められない。また、Y5 の油

抜き作業を認識していた証拠もないので、

過失はない、と。 
 これに対して、おそらく Y1 のみが控訴

したところ、1 審と同様に、本件災害の主

因は、Y5 が余計な油抜き作業を行いなが

ら、漏出防止措置も他の作業員への作業の

告知も行わなかった過失にあるが、Y1 は、

安衛法第 30 条第 2 項に基づき、請負作業

間の連絡調整、作業場所の巡視を行う請負

人を指名する義務があるのに怠り、専ら請

負人に作業方法を一任していた。また、そ

れが行われていれば、Y5 の行うべき作業

が明確化し、思い付きによる作業も防げた

はずなので、過失があり、不法行為責任を

負うと判断した。 
 そこで、Y1 が上告した。 
 
＜判旨～原判決破棄差戻～＞ 

本件では、確かに、災害発生当時、栄久

丸の機関室で、Y3 と Y4 の作業が並行し

て行われていたが、もともと Y4 がアンモ

ニアガスを取り扱う作業をするときは Y3
の作業を中止してその作業員を船外に出す

こととされており、本件災害の原因となっ

た油抜きは、Y5 の行う予定だった作業内

容には含まれていなかった。 
 してみれば、仮に安衛法第 30 条第 2 項

前段に基づき本件指名がなされていても、

Y5 の思い付きによる予定外の危険作業ま

で予測できないし、被指名者が予め請負作

業間の連絡調整をすることで、Y3 と Y4
の作業の並行を避けられたとも言えない

（下線は報告者が添付した）。このことは、

Y5 の行った油抜き作業が Y4 の請け負っ

た作業と関連性があったとしても同様であ

る。また、被指名者により同条所定の作業

場所の巡視がされたとしても、右巡視の頻
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由もない。確かに、Y3 が請け負った作業

の場所（機関室）にアンモニアを冷媒とす

る冷凍装置の配管等があったから、アンモ

ニアガスの危険性や漏出防止の指導、漏出

した際の避難方法の確保等の措置を講じる

義務があったが、A 取締役・工場長は、作

業開始前に作業内容や注意事項を確認して

冷凍装置への接触をしないよう注意してい

たこと、Y1 の M 機関長と Y3 の A 取締

役・工場長の間で、Y4 が圧縮機のオーバ

ーホール等を行う際には、Y3 の作業を中

断して作業員を船外に出すこととされてい

たこと、船外退避のための通路が確保され

ていたこと等から、過失は認められない。 
 Y2 は、栄久丸の整備点検の元請ではな

く、Y4 や HKTS との使用従属関係も認め

られないので、責任はない。 
 Y1 は、栄久丸の整備点検を Y2、Y3、
Y4 に分割発注し、その結果、その従業員

が同一場所で作業を行うことになったから、

安衛法第 30 条第 2 項前段の特定事業の仕

事の発注者に該当する。しかし、同条規に

基づき、請負作業間の連絡調整、作業場所

の巡視を行う請負人の指名（「本件指

名」）を怠り、専ら請負人に作業方法を一

任していた。また、それが行われていれば、

Y5 の行うべき作業が明確化し、思い付き

による作業も防げたはずなので、過失があ

り、不法行為責任を負う。 
 Y6、Y7 については、HKTS に対して労

働契約上の安全配慮義務を負うが、彼らの

指揮命令は Y3 が行っていたし、（Y3 が

同義務を履行すれば Y6、Y7 の同義務も履

行されたことになるところ、）Y3 には同

義務違反が認められない。また、Y5 の油

抜き作業を認識していた証拠もないので、

過失はない、と。 
 これに対して、おそらく Y1 のみが控訴

したところ、1 審と同様に、本件災害の主

因は、Y5 が余計な油抜き作業を行いなが

ら、漏出防止措置も他の作業員への作業の

告知も行わなかった過失にあるが、Y1 は、

安衛法第 30 条第 2 項に基づき、請負作業

間の連絡調整、作業場所の巡視を行う請負

人を指名する義務があるのに怠り、専ら請

負人に作業方法を一任していた。また、そ

れが行われていれば、Y5 の行うべき作業

が明確化し、思い付きによる作業も防げた

はずなので、過失があり、不法行為責任を

負うと判断した。 
 そこで、Y1 が上告した。 
 
＜判旨～原判決破棄差戻～＞ 

本件では、確かに、災害発生当時、栄久

丸の機関室で、Y3 と Y4 の作業が並行し

て行われていたが、もともと Y4 がアンモ

ニアガスを取り扱う作業をするときは Y3
の作業を中止してその作業員を船外に出す

こととされており、本件災害の原因となっ

た油抜きは、Y5 の行う予定だった作業内

容には含まれていなかった。 
 してみれば、仮に安衛法第 30 条第 2 項

前段に基づき本件指名がなされていても、

Y5 の思い付きによる予定外の危険作業ま

で予測できないし、被指名者が予め請負作

業間の連絡調整をすることで、Y3 と Y4
の作業の並行を避けられたとも言えない

（下線は報告者が添付した）。このことは、

Y5 の行った油抜き作業が Y4 の請け負っ

た作業と関連性があったとしても同様であ

る。また、被指名者により同条所定の作業

場所の巡視がされたとしても、右巡視の頻
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度は作業日毎に 1 回以上でよい（安衛則第

637 条第 1 項）ので、Y5 の行為の現認は

殆ど期待できない（下線は報告者が添付し

た）。 
 よって、Y1 による本件指名の懈怠と本

件災害間には相当因果関係がない。 
 
＜判決から汲み取り得る示唆＞ 

 ・民事法と刑事・行政法上の責任論は異

なる。安衛法の刑事・行政法的側面は、予

防目的なので、理論的には、法違反さえ認

められればよく、損害の発生や、損害との

相当因果関係は不要である。 
 逆に言えば、安衛法上、元方事業者に求

められた統括管理義務や、危険性の高い特

定事業の発注者に課された統括管理義務の

履行担当者の選任義務は、それを怠ったか

らといって、必ずしも損害（労災）に結び

つくとは限らないが、安全行動を誘うため

の秩序づくりのため、予防的に定められた

ものといえる。 
 
 
3 第 31条～第 31条の 4 

3.1 条文 

第三十一条 特定事業の仕事を自ら行う

注文者は、建設物、設備又は原材料

（以下「建設物等」という。）を、当

該仕事を行う場所においてその請負人

（当該仕事が数次の請負契約によつて

行われるときは、当該請負人の請負契

約の後次のすべての請負契約の当事者

である請負人を含む。第三十一条の四

において同じ。）の労働者に使用させ

るときは、当該建設物等について、当

該労働者の労働災害を防止するため必

要な措置を講じなければならない。 
２ 前項の規定は、当該事業の仕事が数

次の請負契約によつて行なわれること

により同一の建設物等について同項の

措置を講ずべき注文者が二以上あるこ

ととなるときは、後次の請負契約の当

事者である注文者については、適用し

ない。 
第三十一条の二 化学物質、化学物質を

含有する製剤その他の物を製造し、又

は取り扱う設備で政令で定めるものの

改造その他の厚生労働省令で定める作

業に係る仕事の注文者は、当該物につ

いて、当該仕事に係る請負人の労働者

の労働災害を防止するため必要な措置

を講じなければならない。 
第三十一条の三 建設業に属する事業の

仕事を行う二以上の事業者の労働者が

一の場所において機械で厚生労働省令

で定めるものに係る作業（以下この条

において「特定作業」という。）を行

う場合において、特定作業に係る仕事

を自ら行う発注者又は当該仕事の全部

を請け負つた者で、当該場所において

当該仕事の一部を請け負わせているも

のは、厚生労働省令で定めるところに

より、当該場所において特定作業に従

事するすべての労働者の労働災害を防

止するため必要な措置を講じなければ

ならない。 
２ 前項の場合において、同項の規定に

より同項に規定する措置を講ずべき者

がいないときは、当該場所において行

われる特定作業に係る仕事の全部を請

負人に請け負わせている建設業に属す

る事業の元方事業者又は第三十条第二

項若しくは第三項の規定により指名さ

れた事業者で建設業に属する事業を行

うものは、前項に規定する措置を講ず

る者を指名する等当該場所において特

定作業に従事するすべての労働者の労

働災害を防止するため必要な配慮をし

なければならない。 
（違法な指示の禁止） 
第三十一条の四 注文者は、その請負人

に対し、当該仕事に関し、その指示に

従つて当該請負人の労働者を労働させ

たならば、この法律又はこれに基づく

命令の規定に違反することとなる指示

をしてはならない。 
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3.2 趣旨と内容 

3.2.1 第 31条 

3.2.1.1 趣旨 

 建設業等の事業では、請負関係、特に重

層的請負関係のもとで、発注者をはじめと

する上位の注文者が、自身が管理する建設

物等を関係請負人の労働者に使用させるこ

とが多いが、同人らがその管理権やリスク

関連情報を持たないため、労災防止対策を

講じにくい面があるため、設けられた規定

である。本法としては珍しく、一定の条件

を充たす「注文者 42」を対象として、「建

設物等」にかかる危険に特化して比較的直

接的な防止措置を講じることを求めた規制

であり、特定元方事業者を名宛人として一

般的な危険防止を図るために統括安全衛生

管理を義務づけた第 30 条（及び第 15 条）

等とは、一の場所での混在作業を前提とし

ていないこと、建設業・造船業のみを前提

としていること、自ら直接的な措置を講じ

ることも想定している点等で趣旨を異にす

る。端的にいえば、法第 30 条は、場の統

括管理を目的とし、本条は、場ではなく物

の管理を目的としている。したがって、物

を取り扱う者を名宛人としている（畠中信

 
42 玉泉孝次氏（元労働基準監督署長）によ
れば、個人住宅の修理を一人親方 A が請け
負い、下請 B に請け負わせた場合で、B が
その労働者に当該建設物等を使用させる場
合、一人親方 A に本条が適用される。森山
誠也監督官によれば、法第 30 条第 2 項や
第 31 条の 4 における発注者は、いわゆる
「お客さん」的存在が主に該当し、法第
31 条での注文者には、建設業者・造船業
者が該当する。 

夫氏のご教示による）。 

 第 2 項は、重層的請負関係下では、1 つ

の建設物等について、複数の注文者が本条

の義務を負うことになり、却って混乱を招

きかねないため、最先次の注文者（数次の

請負契約により、「仕事を自ら行う注文

者」が複数ある場合における最先次の者）

のみに第 1 項の労災防止措置を義務づけた

ものである。最先次の注文者でありながら

発注者と表現しなかった理由は、建設物等

の危険を伴う特定作業を自ら実施する者で

なければならないため、発注者以外が措置

義務者となる可能性があることによると解

される。 

 

3.2.1.2 内容 

 建設業等の事業では、注文者は、同人が

管理権やリスク情報を持っている建設物等

（足場、型枠支保工、交流アーク溶接機

等）を関係請負人の労働者に使用させる際、

必要な労災防止措置を講じるべきとされて

いる。その具体的内容は、法第 36 条に基

づき、安衛則第 644 条から第 662 条に定め

られている。 

 なお、本条によって、同一の建設物等に

かかる個々の事業者の労災防止措置義務

（法第 20 条～第 25 条等）が免除されるわ

けではなく、両者は重畳的に存在して、対

象物等にかかる労災防止に貢献することが

期待されている 43。 

 ①安衛則第 644 条：注文者は、関係請負

人の労働者にくい打ち機やくい抜機を使用

させる場合、それを法定基準に適合させる

 
43 畠中前掲書（2019 年（令和元年））227
頁。 
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3.2 趣旨と内容 

3.2.1 第 31条 

3.2.1.1 趣旨 

 建設業等の事業では、請負関係、特に重

層的請負関係のもとで、発注者をはじめと

する上位の注文者が、自身が管理する建設

物等を関係請負人の労働者に使用させるこ

とが多いが、同人らがその管理権やリスク

関連情報を持たないため、労災防止対策を

講じにくい面があるため、設けられた規定

である。本法としては珍しく、一定の条件

を充たす「注文者 42」を対象として、「建

設物等」にかかる危険に特化して比較的直

接的な防止措置を講じることを求めた規制

であり、特定元方事業者を名宛人として一

般的な危険防止を図るために統括安全衛生

管理を義務づけた第 30 条（及び第 15 条）

等とは、一の場所での混在作業を前提とし

ていないこと、建設業・造船業のみを前提

としていること、自ら直接的な措置を講じ

ることも想定している点等で趣旨を異にす

る。端的にいえば、法第 30 条は、場の統

括管理を目的とし、本条は、場ではなく物

の管理を目的としている。したがって、物

を取り扱う者を名宛人としている（畠中信

 
42 玉泉孝次氏（元労働基準監督署長）によ
れば、個人住宅の修理を一人親方 A が請け
負い、下請 B に請け負わせた場合で、B が
その労働者に当該建設物等を使用させる場
合、一人親方 A に本条が適用される。森山
誠也監督官によれば、法第 30 条第 2 項や
第 31 条の 4 における発注者は、いわゆる
「お客さん」的存在が主に該当し、法第
31 条での注文者には、建設業者・造船業
者が該当する。 

夫氏のご教示による）。 

 第 2 項は、重層的請負関係下では、1 つ

の建設物等について、複数の注文者が本条

の義務を負うことになり、却って混乱を招

きかねないため、最先次の注文者（数次の

請負契約により、「仕事を自ら行う注文

者」が複数ある場合における最先次の者）

のみに第 1 項の労災防止措置を義務づけた

ものである。最先次の注文者でありながら

発注者と表現しなかった理由は、建設物等

の危険を伴う特定作業を自ら実施する者で

なければならないため、発注者以外が措置

義務者となる可能性があることによると解

される。 

 

3.2.1.2 内容 

 建設業等の事業では、注文者は、同人が

管理権やリスク情報を持っている建設物等

（足場、型枠支保工、交流アーク溶接機

等）を関係請負人の労働者に使用させる際、

必要な労災防止措置を講じるべきとされて

いる。その具体的内容は、法第 36 条に基

づき、安衛則第 644 条から第 662 条に定め

られている。 

 なお、本条によって、同一の建設物等に

かかる個々の事業者の労災防止措置義務

（法第 20 条～第 25 条等）が免除されるわ

けではなく、両者は重畳的に存在して、対

象物等にかかる労災防止に貢献することが

期待されている 43。 

 ①安衛則第 644 条：注文者は、関係請負

人の労働者にくい打ち機やくい抜機を使用

させる場合、それを法定基準に適合させる

 
43 畠中前掲書（2019 年（令和元年））227
頁。 
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べきこと 

 ②安衛則第 645 条：同じく軌道装置を使

用させる場合、それを法定基準に適合させ

るべきこと 

 ③安衛則第 646 条：同じく型枠支保工を

使用させる場合、それを法定基準に適当さ

せるべきこと 

 ④安衛則第 647 条：同じくアセチレン溶

接装置を使用させる場合、それを法定基準

に適合する発生器室内に設けること（第 1

号）、一定の力量を持つ溶接装置の場合、

それ用の法定基準に適合させるべきこと

（第 2 号）、前号のもの以外の溶接装置に

ついては、清浄器、導管等、アセチレンが

接触するおそれのある部分に銅を使用しな

いこと（第 3 号）44、発生器（アセトンに

水を加えてアセチレンを発生させる機器）

と安全器を、厚生労働大臣が定める規格に

適合させるべきこと（第 4 号）、安全器の

設置につき、法定基準に適合させるべきこ

と（第 5号） 

 ⑤安衛則第 648 条：同じく交流アーク溶

接機（自動溶接機を除く）（アーク（電

弧：電極間の電位差を利用した空気中の放

電現象）の高熱を利用して、同じ金属同士

を溶接する方法。溶接電流に直流と交流が

あり、一般に交流の方が値段は安いが、安

定性は劣る）（図参照）を使用させる場合、

 
44 アセチレンは、銅と容易に反応して爆発
性化合物であるアセチライド（アセチレン
銅）を生成することによる（労働省安全衛
生部編『実務に役立つ労働安全衛生規則の
逐条解説（第 2 巻）＜安全基準編①＞』
（中央労働災害防止協会、1993 年（平成 5
年））287 頁）。 

原則として、厚生労働大臣が定める規格に

適合する自動電撃防止装置を備えるべきこ

と 

 ⑦安衛則第 649 条：同じく電動機械器具

45を、対地電圧が 150 ボルトを超え、移動

式か可搬式、又は導電性の高い場所で使用

させる場合には、それが接続される電路に、

定格に適合し、感度良好で確実に作動する、

感電防止用の装置を接続すべきこと（第 1

項）、それが難しい場合、電動機械器具の

金属性外枠等の金属部分を接地できるもの

とすべきこと（第 2項） 

 ⑧安衛則第 650 条：同じく潜函（地下水

の多い地中や水中に設置された作業空間。

ケーソン）等を使用させ、当該労働者が内

部で明り掘削作業を行う場合、掘下げ深さ

が 20ｍを超える時は送気設備を設けるべ

きこと（第 1 号）、その他法定基準に適合

させるべきこと（第 2号） 

 ⑨安衛則第 651 条：同じくずい道等を使

用させる場合で、当該労働者がその建設作

業を行うときは、ずい道支保工を設ける等

落盤や肌落ち防止措置を講じるべきこと

 
45 電路を構成する機械器具をいう（電気設
備に関する技術基準を定める省令（平成 9
年通商産業省令第 52 号）第 1 条）。たとえ
ば、回転機（発電機、電動機など）、整流
器、燃料電池、太陽電池、変圧器および開
閉器、遮断器、誘導電圧調整器、計器用変
成器などの器具が該当する（株式会社クイ
ックが運営する E&M JOBS のウェブサイ
ト（https://em.ten-navi.com/dictionary/3
149/，最終閲覧日：2020 年 12 月 13 日）
より）。 
 主に感電リスクを伴う機器である。 
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（第 1 項）、ずい道支保工を法定基準に適

合させるべきこと（第 2項） 

 ⑩安衛則第 652 条：同じくずい道型枠支

保工を使用させる場合、当該支保工を法定

基準に適合させるべきこと 

 ⑪安衛則第 653 条：同じく作業床（一定

の高さ以上で墜落防止のために確保される

床。足場のほか、屋根等も該当する）、物

品揚卸（あげおろし）口、ピット（穴、竪

坑）、坑、船舶のハッチ（船から人や物品

を出し入れするための口）を使用させる場

合、高さ 2ｍ以上で墜落の危険のある箇所

に、原則として、囲い、手すり等を設ける

べきこと（第 1 項）、作業床で高さ／深さ

が 1.5m を超える箇所には、昇降設備等を

設けるべきこと（第 2項） 

 ⑫安衛則第 654 条：同じく架設通路（図

参照）を使用させる場合、その通路を法定

基準に適合させるべきこと 

 ⑬安衛則第 655 条：同じく足場を使用さ

せる場合、その足場について、作業床の最

大積載荷重を決めて表示すべきこと（第 1

号）、悪天候や地震、足場の組立・解体等

の後には、作業開始前に、所定の事項を点

検し、必要に応じて修理すべきこと（第 2

号）、その他、厚生労働大臣が定める規格

及び法規が定める基準に適合させるべきこ

と（第 3 号）（第 1 項）、第 1 項第 2 号の

点検を行った場合、その結果と、講じた修

理等の内容を記録して足場作業の終了まで

保存すべきこと（第 2項） 

 ⑭安衛則第 655 条の 2：同じく作業構台

（図参照）を使用させる場合、その作業構

台について、作業床の最大積載荷重を決め

て表示すべきこと（第 1 号）、悪天候や地

震、足場の組立・解体等の後には、作業開

始前に、所定の事項を点検し、必要に応じ

て修理すべきこと（第 2 号）、その他、厚

生労働大臣が定める規格及び法規が定める

基準に適合させるべきこと（第 3 号）（第

1 項）、第 1 項第 2 号の点検を行った場合、

その結果と、講じた修理等の内容を記録し

て作業構台を使用する作業の終了まで保存

すべきこと（第 2項） 

 ⑮安衛則第 656 条：同じくクレーン等を

使用させる場合、それを厚生労働大臣が定

める基準や規格に適合させるべきこと 

 ⑯安衛則第 657 条：同じくゴンドラ（図

参照）を使用させる場合、それを厚生労働

大臣が定める基準に適合させるべきこと 

 ⑰安衛則第 658 条：同じく局所排気装置

（機械や設備など、粉塵の発生源にフード

を取り付け、そこから空気を吸引すること

で、粉塵を外部に排出する装置 46）（図参

照）を使用させる場合であって、一定の特

別規則で設置が義務づけられている場合、

その性能を、特別規則のうち一定の規定が

定める基準に適合させるべきこと 

 ⑱安衛則第 658 条の 2：同じくプッシュ

プル型換気装置を使用させる場合であって、

一定の特別規則で設置が義務づけられてい

る場合、その性能について、一定の特別規

則が定める基準に適合させるべきこと 

 ⑲安衛則第 659 条：同じく全体換気装置

（作業場外から清浄な空気を取り込み、作

業場内で発散している有害物質と混合・希

釈しながら作業場外に排出し、作業場内の

有害物質の濃度が有害な程度にならないよ

 
46 株式会社アピステのウェブサイト（http
s://www.apiste.co.jp/gde/technical/detail/i
d=4074，最終閲覧日：2020 年 11 月 9 日）。 
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（第 1 項）、ずい道支保工を法定基準に適

合させるべきこと（第 2項） 

 ⑩安衛則第 652 条：同じくずい道型枠支

保工を使用させる場合、当該支保工を法定

基準に適合させるべきこと 

 ⑪安衛則第 653 条：同じく作業床（一定

の高さ以上で墜落防止のために確保される

床。足場のほか、屋根等も該当する）、物

品揚卸（あげおろし）口、ピット（穴、竪

坑）、坑、船舶のハッチ（船から人や物品

を出し入れするための口）を使用させる場

合、高さ 2ｍ以上で墜落の危険のある箇所

に、原則として、囲い、手すり等を設ける

べきこと（第 1 項）、作業床で高さ／深さ

が 1.5m を超える箇所には、昇降設備等を

設けるべきこと（第 2項） 

 ⑫安衛則第 654 条：同じく架設通路（図

参照）を使用させる場合、その通路を法定

基準に適合させるべきこと 

 ⑬安衛則第 655 条：同じく足場を使用さ

せる場合、その足場について、作業床の最

大積載荷重を決めて表示すべきこと（第 1

号）、悪天候や地震、足場の組立・解体等

の後には、作業開始前に、所定の事項を点

検し、必要に応じて修理すべきこと（第 2

号）、その他、厚生労働大臣が定める規格

及び法規が定める基準に適合させるべきこ

と（第 3 号）（第 1 項）、第 1 項第 2 号の

点検を行った場合、その結果と、講じた修

理等の内容を記録して足場作業の終了まで

保存すべきこと（第 2項） 

 ⑭安衛則第 655 条の 2：同じく作業構台

（図参照）を使用させる場合、その作業構

台について、作業床の最大積載荷重を決め

て表示すべきこと（第 1 号）、悪天候や地

震、足場の組立・解体等の後には、作業開

始前に、所定の事項を点検し、必要に応じ

て修理すべきこと（第 2 号）、その他、厚

生労働大臣が定める規格及び法規が定める

基準に適合させるべきこと（第 3 号）（第

1 項）、第 1 項第 2 号の点検を行った場合、

その結果と、講じた修理等の内容を記録し

て作業構台を使用する作業の終了まで保存

すべきこと（第 2項） 

 ⑮安衛則第 656 条：同じくクレーン等を

使用させる場合、それを厚生労働大臣が定

める基準や規格に適合させるべきこと 

 ⑯安衛則第 657 条：同じくゴンドラ（図

参照）を使用させる場合、それを厚生労働

大臣が定める基準に適合させるべきこと 

 ⑰安衛則第 658 条：同じく局所排気装置

（機械や設備など、粉塵の発生源にフード

を取り付け、そこから空気を吸引すること

で、粉塵を外部に排出する装置 46）（図参

照）を使用させる場合であって、一定の特

別規則で設置が義務づけられている場合、

その性能を、特別規則のうち一定の規定が

定める基準に適合させるべきこと 

 ⑱安衛則第 658 条の 2：同じくプッシュ

プル型換気装置を使用させる場合であって、

一定の特別規則で設置が義務づけられてい

る場合、その性能について、一定の特別規

則が定める基準に適合させるべきこと 

 ⑲安衛則第 659 条：同じく全体換気装置

（作業場外から清浄な空気を取り込み、作

業場内で発散している有害物質と混合・希

釈しながら作業場外に排出し、作業場内の

有害物質の濃度が有害な程度にならないよ

 
46 株式会社アピステのウェブサイト（http
s://www.apiste.co.jp/gde/technical/detail/i
d=4074，最終閲覧日：2020 年 11 月 9 日）。 
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うに引き下げて、作業者のばく露を少なく

する換気方法であり、密閉や局所排気の措

置が困難な場合であって、粉じんの有害性

があまり高くない場合に採用される 47）

（図参照）を使用させる場合であって、一

定の特別規則で設置が義務づけられている

場合、その性能を、特別規則のうち一定の

規定が定める基準に適合させるべきこと 

 ⑳安衛則第 660 条：同じく潜函工法（図

参照）等の圧気工法に用いる設備であって、

作業室内部の圧力が大気圧を超えるものを

使用させる場合、その設備を高圧則の該当

規定が定める基準に適合させるべきこと 

 ㉑安衛則第 661 条：同じく施行令が定め

るエックス線装置を使用させる場合、その

装置を厚生労働大臣が定める規格に適合さ

せるべきこと 

 ㉒安衛則第 662 条：同じく安衛法施行令

が定めるガンマ線 48照射装置を使用させる

 
47 愛媛産業保健総合支援センターのウェブ
サイトに掲載された臼井繁幸氏の解説
（ https://ehimes.johas.go.jp/wp/topics/35
7/，最終閲覧日：2020 年 11 月 9 日）。 
48 放射線とは、高いエネルギーをもち高速
で飛ぶ粒子（粒子線）と、高いエネルギー
をもつ短い波長の電磁波の総称である。こ
の中でアルファ線（α線）、ベータ線（β
線）、ガンマ線（γ線）、X 線、中性子線が
主な放射線である。α線、β線、中性子線
は粒子、γ線と X 線は電磁波である。この
うちγ線は不安定な状態にある原子核が、
より安定な状態に移る時に発生する電磁波
であり、X 線はγ線と発生源が異なり、原
子から発生する電磁波である。どちらも鉛
でさえぎることができる（電気事業連合会
 

場合、その装置を厚生労働大臣が定める規

格に適合させるべきこと 

 本条第 1 項には法第 119 条（6 月以下の

懲役又は 50 万円以下の罰金）の適用があ

る。 

 

3.2.2 第 31条の 2 

3.2.2.1 趣旨 

 業務の外注化の進展に応じて、危険有害

な化学物質を製造し、又は取り扱う設備等

の改造、修理、清掃等の作業が外注される

ことも増え、外注先がその設備等にある化

学物質の危険有害性や対応策等の情報を知

尽しなかったことで生じる労災が生じてい

たため、平成 17 年の安衛法改正（平成 17

年号外法律第 108 号）により、注文者と関

係請負人間のリスクコミュニケーションを

図るため、設けられた規定である。 

 発注者を含め、注文者に罰則付きの義務

を課した珍しい条規であり、畠中元教授は、

「理念的にも、また実際の上でも極めて重

要な規定」と評している 49。 

 

3.2.2.2 内容 

 本条は、特定の爆発性、引火性の物質、

大量漏洩により急性障害を招く物質を製造

し、又は取り扱う設備の改造、修理、清掃

等の仕事であって、設備の分解、内部への

立ち入り等、物質にばく露する作業を伴う

 

のウェブサイト（https://www.fepc.or.jp/n
uclear/houshasen/houshanou/shurui/index.
html，最終閲覧日：2020 年 11 月 10 日）
より）。 
49 畠中前掲書（2019 年（令和元年））230
頁。 
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もの（安衛則第 662 条の 3）の注文者に、

それらの物質に起因する労災の防止措置を

講じること、具体的には、そうした化学物

質の危険有害性、作業上の留意点等を文書

で関係請負人に提供することを求めている。 

 本条の名宛人は注文者であり、先ずは当

該仕事の発注者が履行の義務を負うが、本

条が定める条件を充たす者（対象設備にか

かる特定の作業を伴う仕事の注文者）は、

全て該当する。これは、当該作業に関わる

か否かを問わず、それに関するリスク関連

情報を知る立場にある者に、一定の危害防

止責任を負わせようとする趣旨に発してお

り、例えば、重層的請負構造下で、3 次下

請によって当該仕事が行われる場合、1 次、

2次下請も連鎖的に義務主体となる 50。 

 対象となる設備は、以下の 2 つである

（安衛法施行令第 9条の 3）51。 

 ①化学設備及びその附属設備 

 安衛法施行令別表第一に定められた爆発

性の物質のうち火薬類取締法第 2 条第 1 項

が定める火薬類を除くものの製造や取扱い

を行う設備、引火点が 65 度以上の物の引

火点以上での製造、取扱いを行う設備（加

熱炉（金属などを加熱して加工などを行う

炉）（図参照）、反応器（化学物質の製造

過程で化学反応を生じさせる機器）（図参

照）、蒸留器（液体を熱して蒸気としたも

のを冷却することで純度の高い液体をつく

る機器）（図参照）など）で、移動式でな

 
50 畠中前掲書（2019 年（令和元年））230
頁。 
51 施行令第 9 条の 3 にかかる労働調査会出
版局編著（2015 年（平成 27 年））505-506
頁の整理に倣った。 

いものとその附属設備を意味する。 

 ②特定化学設備及びその附属設備 

 特定化学物質障害予防規則第 2 条第 3 号

が定める特定第二類物質（がん等の慢性・

遅発性障害を引き起こす物質のうち、第 1

類物質に該当しない（≓第 1 類物質ほど有

害性が強くない）が、特に漏洩に留意すべ

き物質）や安衛法施行令別表第三第二号が

定める第三類物質（第 1 類、第 2 類物質ほ

ど有害性は強くないが、大量漏洩があれば、

急性中毒を生じるおそれのある物質）の製

造、取扱いを行う設備で、移動式ではない

ものとその附属設備（図参照）を意味する。 

 ①②の附属設備とは、化学設備に附設さ

れた化学設備以外の設備をいい、動力装置、

圧縮装置、給水装置、計測装置、安全装置

など（図参照）が該当する。 

 注文者が講じるべき具体的措置は、法第

36 条に基づき、安衛則第 662 条の 4 第 1

項に定められている。注文者の種類により

以下のように分かれる 52。 

 ①発注者（他者から請け負っていない原

注文者）の場合 

 ア  化学物質等安全データシート

（MSDS）や書籍、学術論文等から抜粋した

物質の危険有害性情報、 

 イ 各作業ごとに安全衛生面に配慮した

作業方法、作業場所の周囲の設備の稼働状

況などの安全衛生に関する連絡事項、 

 ウ 動力源の遮断、バルブ・コックの閉

止、設備内部の化学物質等の排出等、発注

者により実施済みの安全衛生措置に関する

 
52 安衛則第 662 条の 4 第 1 項にかかる労働
調査会出版局編著（2015 年（平成 27
年））506-507 頁の整理に倣った。 
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もの（安衛則第 662 条の 3）の注文者に、

それらの物質に起因する労災の防止措置を

講じること、具体的には、そうした化学物

質の危険有害性、作業上の留意点等を文書

で関係請負人に提供することを求めている。 

 本条の名宛人は注文者であり、先ずは当

該仕事の発注者が履行の義務を負うが、本

条が定める条件を充たす者（対象設備にか

かる特定の作業を伴う仕事の注文者）は、

全て該当する。これは、当該作業に関わる

か否かを問わず、それに関するリスク関連

情報を知る立場にある者に、一定の危害防

止責任を負わせようとする趣旨に発してお

り、例えば、重層的請負構造下で、3 次下

請によって当該仕事が行われる場合、1 次、

2次下請も連鎖的に義務主体となる 50。 

 対象となる設備は、以下の 2 つである

（安衛法施行令第 9条の 3）51。 

 ①化学設備及びその附属設備 

 安衛法施行令別表第一に定められた爆発

性の物質のうち火薬類取締法第 2 条第 1 項

が定める火薬類を除くものの製造や取扱い

を行う設備、引火点が 65 度以上の物の引

火点以上での製造、取扱いを行う設備（加

熱炉（金属などを加熱して加工などを行う

炉）（図参照）、反応器（化学物質の製造

過程で化学反応を生じさせる機器）（図参

照）、蒸留器（液体を熱して蒸気としたも

のを冷却することで純度の高い液体をつく

る機器）（図参照）など）で、移動式でな

 
50 畠中前掲書（2019 年（令和元年））230
頁。 
51 施行令第 9 条の 3 にかかる労働調査会出
版局編著（2015 年（平成 27 年））505-506
頁の整理に倣った。 

いものとその附属設備を意味する。 

 ②特定化学設備及びその附属設備 

 特定化学物質障害予防規則第 2 条第 3 号

が定める特定第二類物質（がん等の慢性・

遅発性障害を引き起こす物質のうち、第 1

類物質に該当しない（≓第 1 類物質ほど有

害性が強くない）が、特に漏洩に留意すべ

き物質）や安衛法施行令別表第三第二号が

定める第三類物質（第 1 類、第 2 類物質ほ

ど有害性は強くないが、大量漏洩があれば、

急性中毒を生じるおそれのある物質）の製

造、取扱いを行う設備で、移動式ではない

ものとその附属設備（図参照）を意味する。 

 ①②の附属設備とは、化学設備に附設さ

れた化学設備以外の設備をいい、動力装置、

圧縮装置、給水装置、計測装置、安全装置

など（図参照）が該当する。 

 注文者が講じるべき具体的措置は、法第

36 条に基づき、安衛則第 662 条の 4 第 1

項に定められている。注文者の種類により

以下のように分かれる 52。 

 ①発注者（他者から請け負っていない原

注文者）の場合 

 ア  化学物質等安全データシート

（MSDS）や書籍、学術論文等から抜粋した

物質の危険有害性情報、 

 イ 各作業ごとに安全衛生面に配慮した

作業方法、作業場所の周囲の設備の稼働状

況などの安全衛生に関する連絡事項、 

 ウ 動力源の遮断、バルブ・コックの閉

止、設備内部の化学物質等の排出等、発注

者により実施済みの安全衛生措置に関する

 
52 安衛則第 662 条の 4 第 1 項にかかる労働
調査会出版局編著（2015 年（平成 27
年））506-507 頁の整理に倣った。 

分担研究報告書（三柴 丈典） 

 

情報、 

 エ 当該物質の流出等の事故が発生した

場合に講じるべき応急措置。 

 ②発注者以外の注文者の場合 

 ①により交付された文書の写しを、請負

人の作業開始前に、その請負人に交付する

こと。 

 本条には、法第 119 条（6 月以下の懲役

又は 50万円以下の罰金）の適用がある。 

 

3.2.3 第 31条の 3 

3.2.3.1 趣旨 

建設現場での建設機械による共同作業で、

異なる事業者の労働者間の連携・連絡不足

等から生じる建設機械への接触等による労

災が生じていたことから、当該共同作業全

体の統括者を指名し、それに従事する全労

働者の災害防止措置を求めたものである。 

この、建設機械作業にかかる仕事全体

（ここで仕事とは、建設工事全体ではなく、

例えば、そのうちパワー・ショベルを使う

基礎工事部分等を指す）の安全確保の必要

性から、自らも仕事の一部を行うため、仕

事にかかる事情を認識し、管理できる発注

者等（特定発注者等（安衛則第 662 条の 6

等））に統括を託す趣旨で、平成 4 年の法

改正（平成 4 年号外法律第 55 号）で新設

され、平成 17 年の法改正（平成 17 年号外

法律第 108 号）でナンバリング改正（旧第

31 条の 2 から第 31 条の 3 へ改定）された。 

イメージとしては、2 以上の協力会社が、

建設機械を用いて荷のつり上げ等の作業を

行う場合に、その作業全体を管理している

一次請負人が、作業内容、立入禁止区域の

情報共有、統一的な作業マニュアルの策定

のような調整を行うことを想定している。 

 

3.2.3.2 内容 

本条は、表現が難解なうえ、特に法第
29 条や第 30 条との区別がつきにくいが、
そもそも異なる事業者の労働者間の連携・
連絡不足等による建設機械への接触等によ
る労災を防止するため、自らも仕事の一部
を行うため、リスク関連情報（と場合によ
っては管理権限）を持つ発注者、一次下請
等に統括安全管理を託す趣旨で、平成 4 年
法改正で新設されたものである。 
名宛人は、重量の重いパワー・ショベル
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53 重量の重いパワー・ショベルのほか、ド
ラグ・ショベル、くい打機、くい抜機、ア
ースドリル、一定以上のつり上げ能力を持
つ移動式クレーン等に関わる作業（安衛則
第 662条の 5）。 
54 例えば、移動式クレーンを用いる作業に
おいて、荷卸しの箇所の案内など、作業の
案内、示唆をするだけの者は該当しない
（平成 4年 8 月 24 日基発第 480 号）。 
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（厚生労働省の WEB サイト（https://ww
w.mhlw.go.jp/web/t_img?img=4513582，
最終閲覧日 2022 年 6月 24 日）） 
 
 名宛人が講ずべき労災防止措置は、特定
作業を行う関係請負人に対する、作業内容、
作業にかかる指示系統及び立入禁止区域に
かかる連絡と調整であり、名宛人が、関係
請負人の労働者を含めて、これらを体系的
に作業計画化し、関係請負人に周知すれば、
本条の義務を果たしたことになる（平成 4
年 8月 24 日基発第 480 号）。 
 他方、第 2 項は、第 1 項の名宛人該当者
がいない場合（たとえば、発注者が自らそ
の仕事の一部を行っていない、「特定建設
機械作業を伴う仕事」の全部を請け負った
者がいない等の場合）には、当該仕事を自
身は行わない元方事業者 55らが、本条の措
置義務者を指名する等の配慮を行うよう義
務づけている。被指名者は、本条履行の法
的義務は負わないが、本条の趣旨に即して
請負人に適切な措置を講じるよう指導すべ
きとされている（平成 4 年 8 月 24 日基発
第 480 号）。 

 
55 法第 15 条によれば、仕事を自らは行わ
ない者は「元方事業者」には当たらないが、
本項にいう事業者は、特定作業を伴う仕事
に限って、その全部を請け負わせている者
であり、その他の仕事を自ら行っている限
り、元方事業者の定義からは外れない。 

 

 
（厚生労働省の WEB サイト（https://ww
w.mhlw.go.jp/web/t_img?img=4513583，
最終閲覧日 2022年 6月 24 日）） 
 
 

3.2.4 第 31条の 4 

3.2.4.1 趣旨 

 建設工事等では、注文者と請負人が同じ

場所で仕事をすること等から、注文者が請

負人に仕事にかかる指示をすることが多い

こと、その内容に従うと安衛法令違反とな

るような不適切な指示が行われる例がみら

れたため、平成 4 年の法改正（平成 4 年法

律第 55号）で設けられた規定である 56。 

 

3.2.4.2 内容 

 本条は、注文者を名宛人として、請負人

に仕事の指示をする場合に、例えば、クレ

ーンのつり上げ能力を超える荷のつり上げ

を指示すること、建設機械の目的外の作業

を同機械で行うよう指示すること等、請負

人の安衛法令（他の法令への言及はない）

違反に直接つながるような指示を行うこと

を禁じている。 

 第 29 条は、元方事業者に関係請負人や

その労働者が主体となった法令違反の是正

を図らせる規定だが、本条は、注文者に同

人が主体となって関係請負人らに法令違反

 
56 労働調査会出版局編著（2015 年（平成
27 年））511-512 頁。 
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56 労働調査会出版局編著（2015 年（平成
27 年））511-512 頁。 
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をさせないよう図った規定である。 

 本条にいう請負人は、第 31 条の定義の

同条による援用により、重層的請負関係に

おいて、名宛人より後次の請負人は全て含

まれるが、第 31 条第 2 項の援用規定はな

いので、本条の名宛人が最先次の注文者で

ある必要はない（：最後次を除き、各次請

負人が名宛人となり得る）と解される。 

 本条の適用は、指示者が安衛法令違反の

発生の認識を前提にしているので、指示内

容が一般的で、請負人が安衛法令に違反せ

ずに指示を遵守できる場合には適用されな

い（平成 4年 8月 24 日基発 480号）。 

 

3.3 関連規定 

3.3.1 法条 

 法第 31 条の 2 の趣旨を石綿障害予防に

展開した規定として、石綿障害予防規則第

8 条が挙げられる。同条は、「解体等の作

業を行う仕事の発注者（・・・）は、当該

仕事の請負人に対し、当該仕事に係る解体

等対象建築物等における石綿等の使用状況

等を通知するよう努めなければならない」

と定めている 57。 

 

3.4 沿革 

3.4.1 制度史 

3.4.2 背景になった災害等 

第 31 条については、建設業等の事業で

は、特に重層的請負関係下で、発注者をは

じめとする上位の注文者が、自身が管理す

 
57 畠中元教授は、本規定は法第 31 条の 2
と同様に義務規定とされるべきとしている
（畠中前掲書（2019 年（令和元年））231
頁）。私見も同じである。 

る建設物等（建設物、設備、原材料）を関

係請負人の労働者に使用させることが多い

が、同人らがその管理権やリスク関連情報

を持たないため、労災防止対策を講じにく

いことに起因する労災が生じていたこと、 

第 31 条の 2 については、業務の外注化

の進展に応じて、危険有害な化学物質の製

造等を行う設備等の改造、修理、清掃等、

請負人の作業者にばく露危険をもたらす作

業の外注も増え、外注先がその設備等にあ

る化学物質の危険有害性や対応策等の情報

を知尽しなかったことで生じる、一酸化炭

素中毒、爆発、火災等の労災 58が生じてい

たこと、 

 第 31 条の 3 については、建設現場での

建設機械による仕事で、異なる事業者の労

働者での連携・連絡不足等から生じる接触

等の労災が生じていたこと、 

 第 31 条の 4 については、建設工事等で

は、注文者と請負人が同じ場所で仕事をす

ること等から、注文者が請負人に仕事にか

かる指示をすることが多いことを前提に、

例えば、クレーンのつり上げ能力を超える

荷のつり上げを指示すること、建設機械の

目的外の作業を同機械で行うよう指示する

こと等、その内容に従うと安衛法令違反と

なるような不適切な指示が行われる例がみ

られたこと、 

 等の事情がこれらの条規の制定を促した。 

 

3.5 運用 

3.5.1 適用の実際 

 法第 31 条は、比較的多く違反が指摘さ
 

58 畠中前掲書（2019 年（令和元年））229
頁。 
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れる条規であり、違反による送検件数を記
した令和 2 年公表「労働基準関係法令違反
に関する公表事案」（https://www.mhlw.go.
jp/content/000534084.pdf，最終閲覧日 20
20 年 7 月 9 日）によれば、令和元年 6 月
1 日から 1 年間で、送検の件数が多い順に、
第 21 条（107 件）、第 20 条（102 件）、第
100 条（49 件）、第 31 条（22 件）、第 61
条（19 件）、第 14 条（9 件）、第 22 条（9
件）などとなっていた。是正勧告を典型と
する違反の指摘件数を記した令和 2 年労働
基準監督年報（厚生労働省労働基準局、令
和 2 年）の定期監督等実施状況・法違反状
況（令和２年）では、合計 4130 件に達し
ていた。 
他の主要条文違反に関するものも含めた

平成 11 年以後の経年データについては、
後掲する【労働基準監督年報（送検件数）

の経年データ①】と【労働基準監督年報

（定期監督等における違反指摘件数）の経

年データ②】を参照されたい。 
 建設現場での足場や開口部からの墜落防
止対策が不十分な場合に、事業者に法第
21 条違反を指摘するのに合わせ、注文者
に法第 31 条違反を指摘することが多い
（令和２年度本研究プロジェクトによる行
政官・元行政官向け法令運用実態調査（三
柴丈典担当））。玉泉孝次氏（元労働基準監
督署長）も、下請違反で元請も同時に送検
できる便利な条規であり、送検の実績づく
りにもなるため、そうした運用がよくなさ
れるとする。 
ある監督官によれば、例えば、下請が使

用する足場に安衛則第 563 条（高さ 2m 以
上の足場に所定の作業床を設置すべきこと
等）や第 570 条（敷板・敷角、筋交い等の

足場の補強関係）違反があれば、原則とし
て注文者にも安衛則第 655 条（注文者によ
る足場の安全のための材質・構造の確保、
点検や修理等）違反で是正勧告又は命令を
行うといったパターンが半ば手順化されて
おり、それは建設現場等の監督指導を企業
単位ではなく常に「場」という単位で実施
しているからだという。こうした対応関係
は多々あるという。 
また、労働基準監督年報に掲載される監

督件数は、1 つの建設現場であっても、複
数の業者（元請、下請、孫請等）に是正勧
告等を行えば複数件の監督とカウントされ
るため、こうした法運用が結果として監督
機関としての数字上の実績になる面もあり、
注文者に対する指導を抑制させるような要
因はないとの意見もあった。 
 違反指摘の具体例には以下のようなもの
がある。 
木造半地下 2 階建ての住宅工事現場で、

ツーバイフォー工法（一定の規格の木材を
使用して工場で作成した部材を現地で組み
立て、基本的に柱を設けず完成させる工
法）による建築工事を請け負っていた 2 次
下請 A の現場責任者 X（A の専務であり、
現場責任者として同社作業員の監督指導業
務に従事）が、現場で建築中の建物の１F
床上から地上に降りようと、鋼製足場板
（長さ 4m、幅 32 ㎝）を途中までわたり、
山積みされていた木片（「ころび止め」。足
場板との間に約 80 ㎝の段差があった）を
階段代わりにして地上に降りようとして足
を乗せたところ、崩れてバランスを失い、
開口部から 3ｍほど下の地下まで墜落し、
脳挫傷で死亡した。 
 原因として、開口部に手すりや覆い、囲
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い等の墜落防止措置が講じられていなかっ
たこと、本人が仮置きの木片を階段代わり
にしたこと、保護帽を着用していなかった
こと、元請が下請に安全指示を出していな
かったこと等が考えられたことから、元請
は、安衛法第 31 条第 1 項（安衛則第 653
条第 1 項）違反、A とその社長は法第 21
条第 2項（安衛則第 519 条第 1項）違反で
送検された（労働調査会編『送検事例と労
働災害平成 12 年版』（労働調査会、平成
12 年）34－35頁）。 
 その他、匿名ながら、第 31 条の 4 関係
で、マンションの管理組合から受注した建
物の外壁改修工事の施工中に石綿含有塗材
がみつかったにもかかわらず、当該組合が
施工業者に対し、それが含有されていない
ものとして工事をするよう求めたケースが
あったとの情報もあった（某監督官）。 
 

 
（同上 35 頁） 
 

3.5.2 関係判例 

【民事事件】 

自身も仕事の一部を行う注文者（一次請

負人）が管理する造船所内で作業をしてい

た下請労働者が、造船中の船舶上（甲板）

の開口部から墜落死した事案につき、当該

注文者は、当該下請（労働者）に当該開口

部を使用させたと認められないので、現行

法第 31 条の前身である旧労災防止団体法

第 58 条（及びその紐づき省令）の適用は

ないが、当該規定の趣旨に照らし、条理上、

墜落防止措置を講じる民事上の注意義務が

あったとした例（常石造船事件神戸地判昭

和 48 年 4 月 10 日判例時報 739 号 103 頁

（確定）） 
 
＜事実の概要＞ 

 元請 H 社から約 2 千トンの船体建設工

事を請け負った造船業者である Y1 から油

圧パイプのフラッシング工事（配管システ

ムの接続完了後の配管の清掃処理）を請け

負った Y2 の従業員であった亡 T は、同僚

B と共に Y2 の M の指揮監督下に入り、建

設中の船体の船上（甲板）で当該工事にか

かる作業中、開口部から深さ約 6m の船底

に墜落し、頭蓋底骨折により死亡した。す

なわち、甲板中央付近に置いた複数のドラ

ム缶（フラッシングオイル）とそこから約

20m 離れたところに仮置きした貯蔵用タ

ンクの間を送油するためのビニールパイプ

を敷いた後、ポンプを始動したが、送油が

不調なため、亡 T が先導して B と共に、

貯蔵タンクからドラム缶へ向けて、パイプ

の異常の有無を点検しながら移動中、開口

部から船底に墜落し、頭蓋底骨折により死

亡した。 
 開口部には手すり、囲い、覆い、防網は

なく、看視人も設置されていなかった。 
 元請 H と発注者 G は、船舶建設工事中

に随時監督検査等を行い、Y1 は元請 H の
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指示に従う旨の建造契約を締結しており、

現に元請 H から監督員 3 名が常駐派遣さ

れていた。 
 そこで、亡 T の遺族（X ら）が、Y らを

相手方として、不法行為に基づく損害賠償

請求をした。 
＜判旨～Xら請求認容～＞ 

 Y1 は、元請 H から船体建造等を請け負

い、自己の造船所内で当該工事を自ら行う

と共に注文者として Y2 に一部を請け負わ

せ、その労働者に自身の建設物等を使用さ

せているので、Y1 は、災防法第 57 条第 1
項（＊現行法第 30 条第 1 項に相当）の元

方事業主（前述の通り、旧災防法では、こ

れは統括安全衛生管理義務者を意味した。

以下、現行法第 30 条第 1 項、旧災防法第

57 条第 1 項所定の統括管理義務の履行責

任者を「統括安全衛生管理義務者」とい

う）に当たるが、元請 H は、（＊純粋な

丸投げ業者なので、）これに該当しない。 
 また、Y1 は、災防法第 58 条第 1 項（＊

現行第 31 条第 1 項に相当）の注文者にも

当たる。同条第 1 項所定の「注文者」が元

請 H に限らないことは、同条第 2 項の

「注文者」が元請に限らないことから明ら

かである。 
 よって、Y1 には同法第 57 条第 1 項（現

行法第 30 条第 1 項に相当）に基づく統括

管理義務があるが、同義務から本件甲板上

の開口部に墜落防止措置を講ずべき義務が

生じるとは解しがたい。同法第 58 条第 1
項（これを具体化した同法施行規則第 30
条第 1 項第 1 号が、同法条所定の注文者が

関係請負人の労働者に使用させる建築物等

が作業床、物品揚卸口、ピット、坑又は船

舶のハッチであって、高さが 2m 以上で墜

落危険がある場所には、囲い、手すり、覆

おおい等を設けるべきことを規定してい

た）はあるが、Y1 が Y2 に本件甲板開口

部を使用させた証拠はないから 59、本件で

その義務があったとは言えない。 
 しかし、災防法の元方事業主、建設物等

を使用させる自ら仕事を行う注文者の義務

は、条理上認められる義務を労災発生防止

の見地から積極的に、その違反には災害が

発生しなくても刑事制裁することとして明

文化したものに過ぎず、災防法の右規定の

趣旨からしても、Y1 には、条理上、本件

甲板開口部に墜落防止措置を講ずべき義務

があった。 
 Y2 は、開口部のある甲板上で労働者を

作業させる以上、労基法第 42 条（及びそ

れに紐づく安衛則第 111 条第 2 項）により、

囲い、手すり、覆い等の墜落防止措置を講

じる義務がある。Y2 は、客先の設備につ

いては危害防止の権限を与えられていない

ので当該義務はないというが、右防止義務

を負うのは、使用者が所有・管理している

ものに限られない。災防法上の墜落防止措

置義務が注文者にあったとしても、個々の

使用者が本来有する労基法上の義務は免除

 
59 たしかに、当時の労災防止団体法第 58
条第 1 項（現行安衛法第 31 条第 1 項に相
当）では、既に、建設物等を関係請負人の
労働者に使用させる場合の労災防止措置を
義務づけていた。もっとも、当時から関係
請負人「の労働者」に使用させる場合とし
ていたので、この判決の表現はやや不正確
であろう。もっとも、関係請負人に使用さ
せなかったこと＝関係請負人の労働者に使
用させなかったこと、という理解はできる。 
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指示に従う旨の建造契約を締結しており、

現に元請 H から監督員 3 名が常駐派遣さ

れていた。 
 そこで、亡 T の遺族（X ら）が、Y らを

相手方として、不法行為に基づく損害賠償

請求をした。 
＜判旨～Xら請求認容～＞ 

 Y1 は、元請 H から船体建造等を請け負

い、自己の造船所内で当該工事を自ら行う

と共に注文者として Y2 に一部を請け負わ

せ、その労働者に自身の建設物等を使用さ

せているので、Y1 は、災防法第 57 条第 1
項（＊現行法第 30 条第 1 項に相当）の元

方事業主（前述の通り、旧災防法では、こ

れは統括安全衛生管理義務者を意味した。

以下、現行法第 30 条第 1 項、旧災防法第

57 条第 1 項所定の統括管理義務の履行責

任者を「統括安全衛生管理義務者」とい

う）に当たるが、元請 H は、（＊純粋な

丸投げ業者なので、）これに該当しない。 
 また、Y1 は、災防法第 58 条第 1 項（＊

現行第 31 条第 1 項に相当）の注文者にも

当たる。同条第 1 項所定の「注文者」が元

請 H に限らないことは、同条第 2 項の

「注文者」が元請に限らないことから明ら

かである。 
 よって、Y1 には同法第 57 条第 1 項（現

行法第 30 条第 1 項に相当）に基づく統括

管理義務があるが、同義務から本件甲板上

の開口部に墜落防止措置を講ずべき義務が

生じるとは解しがたい。同法第 58 条第 1
項（これを具体化した同法施行規則第 30
条第 1 項第 1 号が、同法条所定の注文者が

関係請負人の労働者に使用させる建築物等

が作業床、物品揚卸口、ピット、坑又は船

舶のハッチであって、高さが 2m 以上で墜

落危険がある場所には、囲い、手すり、覆

おおい等を設けるべきことを規定してい

た）はあるが、Y1 が Y2 に本件甲板開口

部を使用させた証拠はないから 59、本件で

その義務があったとは言えない。 
 しかし、災防法の元方事業主、建設物等

を使用させる自ら仕事を行う注文者の義務

は、条理上認められる義務を労災発生防止

の見地から積極的に、その違反には災害が

発生しなくても刑事制裁することとして明

文化したものに過ぎず、災防法の右規定の

趣旨からしても、Y1 には、条理上、本件

甲板開口部に墜落防止措置を講ずべき義務

があった。 
 Y2 は、開口部のある甲板上で労働者を

作業させる以上、労基法第 42 条（及びそ

れに紐づく安衛則第 111 条第 2 項）により、

囲い、手すり、覆い等の墜落防止措置を講

じる義務がある。Y2 は、客先の設備につ

いては危害防止の権限を与えられていない

ので当該義務はないというが、右防止義務

を負うのは、使用者が所有・管理している

ものに限られない。災防法上の墜落防止措

置義務が注文者にあったとしても、個々の

使用者が本来有する労基法上の義務は免除

 
59 たしかに、当時の労災防止団体法第 58
条第 1 項（現行安衛法第 31 条第 1 項に相
当）では、既に、建設物等を関係請負人の
労働者に使用させる場合の労災防止措置を
義務づけていた。もっとも、当時から関係
請負人「の労働者」に使用させる場合とし
ていたので、この判決の表現はやや不正確
であろう。もっとも、関係請負人に使用さ
せなかったこと＝関係請負人の労働者に使
用させなかったこと、という理解はできる。 
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されない。 
 
＜判決から汲み取り得る示唆＞ 

 旧災防法第 57 条第 1 項（現行法第 30 条

第 1 項に相当）が設定しているのは一の場

所における元方事業者の統括管理義務であ

るため、元方事業者自らが墜落防止措置を

講じる等の義務は導かれ難い。 
他方、旧災防法第 58 条第 1 項（現行法

第 31 条第 1 項に相当）の定めは、ほぼ仕

事を丸投げしていた元請 H よりむしろ、

仕事の一部を担う注文者であって危険物を

関係請負人の労働者に使用させていた Y1
に適用されることとなる。そして、同条は、

同人に旧災防法第 57 条（第 30 条に相当）

より直接的な措置を義務づけている。しか

し、関係請負人の「労働者に使用させる建

設物等」の安全確保であり、紐づく規則も

その前提をとっているため、そもそも関係

請負人に使用させたといえない場合、同条

は適用され得ない。ただし、その条規の趣

旨、すなわち自ら仕事の一部を行うため、

仕事をめぐる種々の事情を承知し、したが

ってリスクに関する情報や権限を持つ上位

の注文者に、所要の労災防止措置を講じさ

せようとした趣旨は、条理として、民事上

の注意義務に反映される。 
 
4 第 32条 

4.1 条文 

（請負人の講ずべき措置等） 

第三十二条  第三十条第一項又は第四項

の場合において、同条第一項に規定す

る措置を講ずべき事業者以外の請負人

で、当該仕事を自ら行うものは、これ

らの規定により講ぜられる措置に応じ

て、必要な措置を講じなければならな

い。 

２ 第三十条の二第一項又は第四項の場

合において、同条第一項に規定する措

置を講ずべき事業者以外の請負人で、

当該仕事を自ら行うものは、これらの

規定により講ぜられる措置に応じて、

必要な措置を講じなければならない。 

３ 第三十条の三第一項又は第四項の場

合において、第二十五条の二第一項各

号の措置を講ずべき事業者以外の請負

人で、当該仕事を自ら行うものは、第

三十条の三第一項又は第四項の規定に

より講ぜられる措置に応じて、必要な

措置を講じなければならない。 

４ 第三十一条第一項の場合において、

当該建設物等を使用する労働者に係る

事業者である請負人は、同項の規定に

より講ぜられる措置に応じて、必要な

措置を講じなければならない。 

５ 第三十一条の二の場合において、同

条に規定する仕事に係る請負人は、同

条の規定により講ぜられる措置に応じ

て、必要な措置を講じなければならな

い。 

６  第三十条第一項若しくは第四項、第

三十条の二第一項若しくは第四項、第

三十条の三第一項若しくは第四項、第

三十一条第一項又は第三十一条の二の

場合において、労働者は、これらの規

定又は前各項の規定により講ぜられる

措置に応じて、必要な事項を守らなけ

ればならない。 

７ 第一項から第五項までの請負人及び

前項の労働者は、第三十条第一項の特

定元方事業者等、 第三十条の二第一

項若しくは第三十条の三第一項の元方

事業者等、第三十条第一項若しくは第

三十一条の二の注文者又は第一項から

第三項までの請負人が第三十条第一項

若しくは第四項、第三十条の二第一項

若しくは第四項、第三十条の三第一項

若しくは第四項、第三十一条第一項、

第三十一条の二又は第一項から第三項

までの規定に基づく措置の実施を確保

するためにする指示に従わなければな

らない。 
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4.2 趣旨と内容 

4.2.1 趣旨 

 本条は、法第 30 条及び第 31 条と両条の

枝番号条規（以下、本項において「法第

30 条等」という）が定める特定元方事業

者や注文者（以下、本項において「特定元

方事業者等」という）の義務に対応する、

その他の請負人及びその労働者（以下、本

項において「請負人等」という）の義務を

規定している。 

 特定元方事業者等は、請負人等に対して

指揮命令権を持たないため、法 30 条等の

実効性確保のため、本条が必要となった経

緯がある。 

 旧労災防止団体法第 59 条にも概ね同趣

旨の規定があった。 

 

4.2.2 内容 

 本条所定の措置は、法第 36 条に基づき、

安衛則で（き束的に：例示的ではなく、限

定的に）以下のように具体化されている。 

 1）第 1 項により請負人が講じるべき措

置（法第 30 条第 1 項により、特定元方事

業者が講じるべき統括管理に対応する義

務） 

 ①協議組織への参加（安衛則第 635 条第

2項） 

 ②巡視の受入れ（同第 637条第 2項） 

 ③クレーン等の運転に関する合図を特定

元方事業者が定めた統一基準に合わせるこ

と（同第 639 条第 2項） 

 ④統一標識による事故現場等の明示と原

則立入禁止措置（同第 640 条第 2 項・第 3

項） 

 ⑤有機溶剤等の容器の統一箇所への集積

（同第 641条第 2項） 

 ⑥X 線装置への電力供給の際の統一基準

による警報及び危険区域からの原則退避措

置（同第 642条第 2項・第 3項） 

 ⑦避難訓練を行う場合の統一基準への準

拠（同第 642 条の 2 第 2 項・第 3 項、第

642条の 2の 2） 

 2）第 2 項により請負人が講じるべき措

置（法第 30 条の 2 により製造業等の元方

事業者が講じるべき部分的な統括管理に対

応する義務） 

 ①クレーン等の運転に関する合図を元方

事業者が定めた統一基準に合わせること

（同第 643条の 3第 2項） 

 ②統一標識による事故現場等の明示と原

則立入禁止措置（同第 643 条の 4 第 2 項・

第 3項） 

 ③有機溶剤等の容器の統一箇所への集積

（同第 643条の 5第 2項） 

 ⑥X 線装置への電力供給の際の統一基準

による警報及び危険区域からの原則退避措

置（同第 643条の 6第 2項・第 3項） 

 3）第 3 項により請負人が講じるべき措

置（法第 30 条の 3 により建設業等の元方

事業者や被指名事業者が講じるべき爆発・

火災等での救護措置に対応する義務） 

 元方事業者らが行う労働者の救護に必要

な訓練への協力 

 4）第 4 項により請負人が講じるべき措

置（法第 31 条により最先次の注文者が建

設物等について講じるべき措置（安衛則第

644 条から第 662 条まで）に対応する義

務） 

 ①当該措置の不履行を認識次第注文者に

申し出ること（同第 663条） 

 ②当該措置のために注文者が行う点検補

修等の措置の受入れ（同前） 
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4.2 趣旨と内容 

4.2.1 趣旨 

 本条は、法第 30 条及び第 31 条と両条の

枝番号条規（以下、本項において「法第

30 条等」という）が定める特定元方事業

者や注文者（以下、本項において「特定元

方事業者等」という）の義務に対応する、

その他の請負人及びその労働者（以下、本

項において「請負人等」という）の義務を

規定している。 

 特定元方事業者等は、請負人等に対して

指揮命令権を持たないため、法 30 条等の

実効性確保のため、本条が必要となった経

緯がある。 

 旧労災防止団体法第 59 条にも概ね同趣

旨の規定があった。 

 

4.2.2 内容 

 本条所定の措置は、法第 36 条に基づき、

安衛則で（き束的に：例示的ではなく、限

定的に）以下のように具体化されている。 

 1）第 1 項により請負人が講じるべき措

置（法第 30 条第 1 項により、特定元方事

業者が講じるべき統括管理に対応する義

務） 

 ①協議組織への参加（安衛則第 635 条第

2項） 

 ②巡視の受入れ（同第 637条第 2項） 

 ③クレーン等の運転に関する合図を特定

元方事業者が定めた統一基準に合わせるこ

と（同第 639条第 2項） 

 ④統一標識による事故現場等の明示と原

則立入禁止措置（同第 640 条第 2 項・第 3

項） 

 ⑤有機溶剤等の容器の統一箇所への集積

（同第 641条第 2項） 

 ⑥X 線装置への電力供給の際の統一基準

による警報及び危険区域からの原則退避措

置（同第 642 条第 2項・第 3項） 

 ⑦避難訓練を行う場合の統一基準への準

拠（同第 642 条の 2 第 2 項・第 3 項、第

642条の 2の 2） 

 2）第 2 項により請負人が講じるべき措

置（法第 30 条の 2 により製造業等の元方

事業者が講じるべき部分的な統括管理に対

応する義務） 

 ①クレーン等の運転に関する合図を元方

事業者が定めた統一基準に合わせること

（同第 643条の 3第 2項） 

 ②統一標識による事故現場等の明示と原

則立入禁止措置（同第 643 条の 4 第 2 項・

第 3項） 

 ③有機溶剤等の容器の統一箇所への集積

（同第 643条の 5第 2項） 

 ⑥X 線装置への電力供給の際の統一基準

による警報及び危険区域からの原則退避措

置（同第 643条の 6第 2項・第 3項） 

 3）第 3 項により請負人が講じるべき措

置（法第 30 条の 3 により建設業等の元方

事業者や被指名事業者が講じるべき爆発・

火災等での救護措置に対応する義務） 

 元方事業者らが行う労働者の救護に必要

な訓練への協力 

 4）第 4 項により請負人が講じるべき措

置（法第 31 条により最先次の注文者が建

設物等について講じるべき措置（安衛則第

644 条から第 662 条まで）に対応する義

務） 

 ①当該措置の不履行を認識次第注文者に

申し出ること（同第 663条） 

 ②当該措置のために注文者が行う点検補

修等の措置の受入れ（同前） 
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 5）第 5 項により請負人が講じるべき措

置（法第 31 条の 2 により化学物質等の製

造等を行う設備の改造、清掃等、当該物質

へのばく露危険のある作業を伴う仕事の注

文者によるリスク関連情報の提供等の労災

防止措置に対応する義務） 

 最先次の注文者を注文者に読み替えるほ

か、第 4項に同じ 

 6）第 6 項により労働者が講じるべき措

置（法第 30 条（特定元方事業者による統

括管理）、第 30 条の 2（製造業等元方事

業者による部分的統括管理）、第 30 条の

3（建設業等元方事業者による爆発・火災

等の際の救護）、第 31 条（最先次の注文

者による建設物等にかかる労災防止措置）、

第 31 条の 2（化学物質等へのばく露危険

作業にかかるリスク関連情報の提供）によ

り元方事業者らが講じるべき措置や、本条

第 1 項から第 6 項に基づき、これらに対応

して請負人らが講じる措置に対応する義

務） 

 現段階で、具体的規定なし（そもそも第

36条による省令委任の対象外） 

 7）第 7 項により請負人及び労働者が講

じるべき措置（法第 30 条以下の諸規定に

より特定元方事業者、元方事業者、最先次

の注文者、請負人が講じる措置の実効性確

保のために発する指示に従う義務） 

 現段階で、具体的規定なし（そもそも第

36条による省令委任の対象外） 

 元方事業者ら所定の上位者に課された義

務の履行への対応措置を関係請負人に義務

づけた本条第 1 項から第 5 項、その労働者

を対象として同様の義務を課した第 6 項に

は、法第 120 条が金 50 万円以下の罰金を

定めているが、元方事業者ら所定の上位者

が課された義務の履行のために関係請負人

やその労働者に行う指示に従う義務を課し

た第 7項に罰則はない。 

 本条第 7 項に引き継がれた旧労災防止団

体法第 59 条第 4 項にも罰則はなかったが、

元行政官の解説書では、その理由は、その

定めの性質によると説明されていた 60。 

 

4.3 運用 

4.3.1 適用の実際 

 ・法第 32 条は、違反指摘は少ない条規

であり、違反による送検件数を記した令和

2 年公表「労働基準関係法令違反に関する

公表事案」（https://www.mhlw.go.jp/con

tent/000534084.pdf，最終閲覧日 2020 年

7 月 9 日）によれば、令和元年 6 月 1 日か

ら 1 年間で、違反による送検件数は 0 件だ

った。是正勧告を典型とする違反の指摘件

数を記した令和 2 年労働基準監督年報（厚

生労働省労働基準局、令和 2 年）の定期監

督等実施状況・法違反状況（令和２年）で

も、合計 12件にとどまっていた。 

他の主要条文違反に関するものも含めた
平成 11 年以後の経年データについては、
後掲する【労働基準監督年報（送検件数）

の経年データ①】と【労働基準監督年報

（定期監督等における違反指摘件数）の経

年データ②】を参照されたい。 
 匿名ながら、労働者を対象とする是正勧

告は殆どなされないとの意見もあった。 

 玉泉孝次氏（元労働基準監督署長）によ

れば、少ないながら存在する適用例の典型

 
60  村上茂利『労働災害防止団体法解説』
（日刊労働通信社、1964 年（昭和 39
年））151 頁。 

－ 869 －
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は、特定元方事業者が設置運営する協議組

織（法第 30 条第 1 項第 1 号、安衛則第

635 条第 1 項第 1 号）に関係請負人が参加

しない場合（安衛則第 635 条第 2 項）であ

り、同氏自身にも送検の経験があるとのこ

とであった。この場合には、当然のように、

特定元方事業者自身も安衛則第 63 条第 1

項（すべての請負人が参加する協議組織を

設置運営すること）違反で送検することに

なる。また、協議組織に参加しない下請業

者が複数あれば、送検件数が増えるため、

監督署として実績になるとのことであった。 

 

 

4.3.2 関係判例 

 ・見当たらなかった。 
 
 
D．考察及び E．結論 

 現行安衛法では、事業場内外での（事業

場外では、特に請負契約を媒体とする混在

作業にかかる）安全衛生管理体制の構築が、

その特徴の 1 つであり、実際に労災防止効

果を生んだ要素の 1 つと解される（このこ

とは、本研究事業で別途実施した社会調査

の結果からもうかがわれる）。監督指導実

績からは、特に作業主任者選任が重視され

てきたことが窺われるが、ほんらい、その

本質は、対策における専門性の確保と共に、

組織的、集団的な安全行動の秩序作りへの

働きかけという面が強いため、一定程度は、

心身両面にわたる積極的な健康の保持増進

策にも応用できるし、現にそのような方向

性を辿ってきた。従って、今後の個人事業

主等も保護対象に含め、心身両面の健康を

図ろうとする安衛法の改正に際しても、時

代状況の変化に応じつつ、労災防止に大き

な影響を持つ者を広く取り込む管理体制の

構築を図る必要があると解される。 
 ただし、従前のように、危険有害性が判

明した物質、場所、作業方法等にのみ資格

者や管理責任者を配置する手法の妥当性は

疑わしい。特に化学物質管理では、全ての

化学物質はあぶないかもしれないとの前提

に立って、専門家に安全性が立証されない

限り、専門家の配置ないし支援を含む一定

の対策を求める制度の構築が望まれる。 
 
F．研究発表 

1．論文発表 

1－5、10－19 条の 3 の解説に同じ。 
 

2．学会発表 

 1－5、10－19 条の 3 の解説に同じ。 
 
G．知的所有権の取得状況 

1．特許取得 

 該当せず。 
2．実用新案登録 

 該当せず。 
3．その他 

 該当せず。 
 
H．引用文献 

脚注を参照されたい。 

－ 870 －
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は、特定元方事業者が設置運営する協議組

織（法第 30 条第 1 項第 1 号、安衛則第

635 条第 1 項第 1 号）に関係請負人が参加

しない場合（安衛則第 635 条第 2 項）であ

り、同氏自身にも送検の経験があるとのこ

とであった。この場合には、当然のように、

特定元方事業者自身も安衛則第 63 条第 1

項（すべての請負人が参加する協議組織を

設置運営すること）違反で送検することに

なる。また、協議組織に参加しない下請業

者が複数あれば、送検件数が増えるため、

監督署として実績になるとのことであった。 

 

 

4.3.2 関係判例 

 ・見当たらなかった。 
 
 
D．考察及び E．結論 

 現行安衛法では、事業場内外での（事業

場外では、特に請負契約を媒体とする混在

作業にかかる）安全衛生管理体制の構築が、

その特徴の 1 つであり、実際に労災防止効

果を生んだ要素の 1 つと解される（このこ

とは、本研究事業で別途実施した社会調査

の結果からもうかがわれる）。監督指導実

績からは、特に作業主任者選任が重視され

てきたことが窺われるが、ほんらい、その

本質は、対策における専門性の確保と共に、

組織的、集団的な安全行動の秩序作りへの

働きかけという面が強いため、一定程度は、

心身両面にわたる積極的な健康の保持増進

策にも応用できるし、現にそのような方向

性を辿ってきた。従って、今後の個人事業

主等も保護対象に含め、心身両面の健康を

図ろうとする安衛法の改正に際しても、時

代状況の変化に応じつつ、労災防止に大き

な影響を持つ者を広く取り込む管理体制の

構築を図る必要があると解される。 
 ただし、従前のように、危険有害性が判

明した物質、場所、作業方法等にのみ資格

者や管理責任者を配置する手法の妥当性は

疑わしい。特に化学物質管理では、全ての

化学物質はあぶないかもしれないとの前提

に立って、専門家に安全性が立証されない

限り、専門家の配置ないし支援を含む一定

の対策を求める制度の構築が望まれる。 
 
F．研究発表 

1．論文発表 

1－5、10－19 条の 3 の解説に同じ。 
 

2．学会発表 

 1－5、10－19 条の 3 の解説に同じ。 
 
G．知的所有権の取得状況 

1．特許取得 

 該当せず。 
2．実用新案登録 

 該当せず。 
3．その他 

 該当せず。 
 
H．引用文献 

脚注を参照されたい。 
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（図表） 

【労働基準監督年報（送検件数）の経年データ①】 

合計 10 11 12 13 14 16 17 18 20 21 22 23 25 25の2 26 30 30の2 31 31の2

平成11年 784 37 1 269 237 17 7 17 24
平成14年 666 2 39 168 199 17 4 2 23 28
平成23年 542 19 163 140 8 1 9 1 22 1
平成24年 614 1 28 151 168 8 8 1 9 1 23 1
平成25年 560 2 1 1 1 24 179 156 11 7 1 6 1 26 1
平成26年 628 2 12 1 199 173 9 1 10 26
平成27年 550 1 1 24 180 140 9 1 1 9 12
平成28年 497 17 1 135 135 11 6 1 11 26
平成29年 474 9 159 125 10 3 8 23
平成30年 529 15 1 169 148 13 4 1 15 13
平成31年 469 1 19 149 130 19 4 1 8 20
令和2年 505 14 164 153 15 1 10 21  
 

31の4 32 33 35 37 38 40 42 43 44 44の2 45 55 59 61 65 66 88 91 94 98 100 103 108の 120

3 1 1 1 2 4 11 75 2 1 74
1 3 5 15 58 2 3 97

2 1 3 1 7 9 42 1 1 111
1 1 3 1 4 1 14 40 1 10 3 3 131 1 1
4 1 1 1 1 6 31 1 3 2 1 89 2
1 3 3 4 11 40 1 4 127 1

1 2 4 16 31 1 2 114 1
6 1 16 35 7 1 86 2

2 3 10 30 2 3 2 83 1 1
2 1 2 3 10 34 1 2 3 1 90 1
1 1 2 4 20 1 1 2 86

1 1 2 1 2 1 12 22 1 1 3 1 79  

＊上の番号は、安衛法の条文を指す。 
＊数値は、労働安全衛生法違反の送検人員数ではなく、事件数を指す。1 事件で複数の被

疑条文がある場合には、その主たる被疑条文により件数を計上している。 
（森山誠也氏作成） 
 

－ 871 －
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【労働基準監督年報（定期監督等における違反指摘件数）の経年データ②】 
定期監
督等実
施事業
場数

同違反
事業場
数

10 11 12 13 14 15
17～
19

30 31 32
33・
34

37

平成11年 146160 87285 71 855 4540 7238 14 2723 29865 3939 1221 5417 43 37 4
平成14年 131878 82744 71 765 4273 4898 14 2648 23710 3204 951 3786 32 39 2
平成23年 132829 89586 40 819 4914 4230 7 3569 23116 3092 820 4175 57 17 2
平成24年 134295 91796 36 851 5696 5132 3 3395 25878 4647 918 4768 56 14 4
平成25年 140499 95550 64 766 5361 5425 1 3369 25074 5115 1038 4687 23 19 5
平成26年 129881 90151 46 684 5541 6099 7 2923 25645 6571 1025 4775 27 19 1
平成27年 133116 92034 44 731 5743 6966 7 3109 25474 7540 926 4635 29 15 2
平成28年 134617 89972 39 693 5563 6572 9 2991 23664 7034 865 4333 34 17 3
平成29年 135785 92695 38 608 5155 5791 3 2703 23816 6080 796 4476 37 16 3
平成30年 136281 93008 41 575 5232 5139 1 2834 24165 5134 809 4215 48 9 4
平成31年 134981 95764 36 646 5075 888 4480 1 2604 23604 4591 870 4171 27 24 3
令和2年 116317 80335 25 427 3584 590 4025 1795 22432 4148 734 4130 12 11 1

20～25

 
 

38・
40

42・
43

44・
44
の2

45
55・
56

57 59・60 61 65 66
66～66
の6

66の8・
66の8
の2・66
の8の4

66の8
の3

66の10 88

57 227 6 8037 0 10 2095 3010 1818 8206 989
54 159 7 6116 0 9 1840 2327 1452 10028 829
57 52 4 6348 10 6 1880 1850 1561 16459 421
56 59 3 7355 11 4 2159 2127 2051 17475 441
73 44 3 6642 3 10 1963 1959 2404 18839 529
53 42 5 7325 7 31 1981 1817 3544 18747 599
48 35 2 7667 7 15 2106 1820 4014 20190 604
48 29 2 7020 1 63 1982 1490 3881 19716 537
46 27 10 6455 5 165 1868 1434 3305 20586 580
46 34 1 6511 2 186 1760 1376 2855 22359 527
41 22 3 6047 2 216 1678 1224 2176 27618 379 4120 173 605
51 25 2 5433 4 216 1477 1104 1899 20153 618 5607 95 477  

＊上の番号は、安衛法の条文を指す。本表の条文表記については、枝番号を特記している

場合を除き、すべての枝番号を含む。 
（森山誠也氏作成） 
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【労働基準監督年報（定期監督等における違反指摘件数）の経年データ②】 
定期監
督等実
施事業
場数

同違反
事業場
数

10 11 12 13 14 15
17～
19

30 31 32
33・
34

37

平成11年 146160 87285 71 855 4540 7238 14 2723 29865 3939 1221 5417 43 37 4
平成14年 131878 82744 71 765 4273 4898 14 2648 23710 3204 951 3786 32 39 2
平成23年 132829 89586 40 819 4914 4230 7 3569 23116 3092 820 4175 57 17 2
平成24年 134295 91796 36 851 5696 5132 3 3395 25878 4647 918 4768 56 14 4
平成25年 140499 95550 64 766 5361 5425 1 3369 25074 5115 1038 4687 23 19 5
平成26年 129881 90151 46 684 5541 6099 7 2923 25645 6571 1025 4775 27 19 1
平成27年 133116 92034 44 731 5743 6966 7 3109 25474 7540 926 4635 29 15 2
平成28年 134617 89972 39 693 5563 6572 9 2991 23664 7034 865 4333 34 17 3
平成29年 135785 92695 38 608 5155 5791 3 2703 23816 6080 796 4476 37 16 3
平成30年 136281 93008 41 575 5232 5139 1 2834 24165 5134 809 4215 48 9 4
平成31年 134981 95764 36 646 5075 888 4480 1 2604 23604 4591 870 4171 27 24 3
令和2年 116317 80335 25 427 3584 590 4025 1795 22432 4148 734 4130 12 11 1

20～25

 
 

38・
40

42・
43

44・
44
の2

45
55・
56

57 59・60 61 65 66
66～66
の6

66の8・
66の8
の2・66
の8の4

66の8
の3

66の10 88

57 227 6 8037 0 10 2095 3010 1818 8206 989
54 159 7 6116 0 9 1840 2327 1452 10028 829
57 52 4 6348 10 6 1880 1850 1561 16459 421
56 59 3 7355 11 4 2159 2127 2051 17475 441
73 44 3 6642 3 10 1963 1959 2404 18839 529
53 42 5 7325 7 31 1981 1817 3544 18747 599
48 35 2 7667 7 15 2106 1820 4014 20190 604
48 29 2 7020 1 63 1982 1490 3881 19716 537
46 27 10 6455 5 165 1868 1434 3305 20586 580
46 34 1 6511 2 186 1760 1376 2855 22359 527
41 22 3 6047 2 216 1678 1224 2176 27618 379 4120 173 605
51 25 2 5433 4 216 1477 1104 1899 20153 618 5607 95 477  

＊上の番号は、安衛法の条文を指す。本表の条文表記については、枝番号を特記している

場合を除き、すべての枝番号を含む。 
（森山誠也氏作成） 
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【請負契約に関連する安衛法上の用語】 

 
（厚生労働省・船井雄一郎氏作成） 

 

－ 873 －
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【一般的な建設工事現場における施行体系図と安衛法上の位置づけ】 

 
（厚生労働省・船井雄一郎氏作成） 

 

－ 874 －
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【一般的な建設工事現場における施行体系図と安衛法上の位置づけ】 

 
（厚生労働省・船井雄一郎氏作成） 
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【架空電線の充電回路（とそれに近接した場所での作業）】 

 

 
（2つの図共に Seiichi Yamamoto氏による crane club のウェブサイト（http://www.crane
-club.com/study/mobile/shock.html，最終閲覧日：2019年 8 月 20 日）より） 
 

－ 875 －
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【明かり掘削】 

 
（イラスト：辻井タカヒロ氏） 
 
【土止め支保工】 

 
（キャタピラー九州教習センターのウェブサイト（https://www.cat-kyushu.co.jp/kc/qualif
ication/skill/soil-closing-chief，最終閲覧日：2019 年 8月 19 日）より） 

－ 876 －



分担研究報告書（三柴 丈典） 

 

【明かり掘削】 

 
（イラスト：辻井タカヒロ氏） 
 
【土止め支保工】 

 
（キャタピラー九州教習センターのウェブサイト（https://www.cat-kyushu.co.jp/kc/qualif
ication/skill/soil-closing-chief，最終閲覧日：2019 年 8月 19 日）より） 

分担研究報告書（三柴 丈典） 

 

【防護網】 

 
（神鋼建材工業株式会社のウェブサイト（http://www.shinkokenzai.co.jp/product/slope/st
one_protect/fukusiki/，最終閲覧日：2019 年 8月 19 日）より） 
 

－ 877 －



分担研究報告書（三柴 丈典） 

 

【擁壁】 

 

（郡家コンクリート工業株式会社のウェブサイト（https://www.kooge.jp/topics/134.ht

ml，最終閲覧日：2020年 12月 5日）より） 
 

－ 878 －



分担研究報告書（三柴 丈典） 

 

【擁壁】 

 

（郡家コンクリート工業株式会社のウェブサイト（https://www.kooge.jp/topics/134.ht

ml，最終閲覧日：2020年 12月 5日）より） 
 

分担研究報告書（三柴 丈典） 

 

【くい打機】 

 
（イラスト：辻井タカヒロ氏） 
 

－ 879 －



分担研究報告書（三柴 丈典） 

 

【くい抜機】 

 
（コベルコ教習所株式会社 WEB サイト（https://www.kobelco-kyoshu.com/licenses/inde

x/，最終閲覧日 2022年 3月 7日）） 

 

－ 880 －



分担研究報告書（三柴 丈典） 

 

【くい抜機】 

 
（コベルコ教習所株式会社 WEB サイト（https://www.kobelco-kyoshu.com/licenses/inde

x/，最終閲覧日 2022年 3月 7日）） 

 

分担研究報告書（三柴 丈典） 

 

【ボーリングマシン①～ドリル型～】 

 
（MATEJKA BRUNNENBAU の WEB サイト（https://brunnenbohrung-wassergewinnun
g.de/wir-ueber-uns/，最終閲覧日 2022 年 10 月 1日）） 
 

－ 881 －



分担研究報告書（三柴 丈典） 

 

【ボーリングマシン②～ピット落下型～】 

 
（株式会社高知丸高のウェブサイト（http://www.ko-marutaka.co.jp/1/2-12.html，最終閲
覧日：2019 年 8月 20日）より） 
 

－ 882 －



分担研究報告書（三柴 丈典） 

 

【ボーリングマシン②～ピット落下型～】 

 
（株式会社高知丸高のウェブサイト（http://www.ko-marutaka.co.jp/1/2-12.html，最終閲
覧日：2019 年 8月 20日）より） 
 

分担研究報告書（三柴 丈典） 

 

【敷板】 

 
（株式会社エルラインのウェブサイト（http://www.ashiba-japan.com/shopbrand/wood/，
最終閲覧日：2019年 8月 20 日）より） 
 

－ 883 －



分担研究報告書（三柴 丈典） 

 

【ガス導管】 

 
（東京ガスのウェブサイト（https://www.tokyo-gas.co.jp/anzen/precaution.html，最

終閲覧日 2019年 8月 20日）より） 

 

 

【スラブ型枠】 

 

（株式会社日向興発の twitter（https://twitter.com/hashtag/%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%8

3%96%E5%9E%8B%E6%9E%A0，最終閲覧日：2019年 8月 24日）より） 

 

－ 884 －



分担研究報告書（三柴 丈典） 

 

【ガス導管】 

 
（東京ガスのウェブサイト（https://www.tokyo-gas.co.jp/anzen/precaution.html，最

終閲覧日 2019年 8月 20日）より） 

 

 

【スラブ型枠】 

 

（株式会社日向興発の twitter（https://twitter.com/hashtag/%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%8

3%96%E5%9E%8B%E6%9E%A0，最終閲覧日：2019年 8月 24日）より） 

 

分担研究報告書（三柴 丈典） 

 

【コンクリートパイル（基礎杭）】 

 

（三谷セキサン株式会社のウェブサイト（http://www.m-sekisan.co.jp/recruit/recruit

/about/index.html，最終閲覧日：2020年 10月 31日）より）） 
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分担研究報告書（三柴 丈典） 

 

【パイプサポート（支保工）】 

 

（リーラック機材株式会社のウェブサイト（http://lealuck.co.jp/products.html，最終

閲覧日：2019年 8月 25日）より）） 

 

－ 886 －



分担研究報告書（三柴 丈典） 

 

【パイプサポート（支保工）】 

 

（リーラック機材株式会社のウェブサイト（http://lealuck.co.jp/products.html，最終

閲覧日：2019年 8月 25日）より）） 

 

分担研究報告書（三柴 丈典） 

 

【事件のイメージ図】 

 

 

（原案：三柴丈典、イラスト：小菅佳江子） 

 

－ 887 －



分担研究報告書（三柴 丈典） 

 

【高気圧下の作業室（ケーソン工法）の例】 

 

（国土交通省北陸地方整備局の WEB サイト（http://www.hrr.mlit.go.jp/nyusho/big_ban

dai.html，最終閲覧日：2020年 12月 28日） 

 ＊この図が示す、ニューマチックケーソン法は、「あらかじめ地上で下部に作業室を設

けた鉄筋コンクリート製の函（ケーソン）を築造するとともに、作業室に地下水圧に見合

う圧縮空気を送り込むことにより地下水を排除し、常にドライな環境で掘削・沈下を行っ

て所定の位置に構築物を設置する工法」である。 

この工法は、コップを逆さまにして平らに水中に押し込むと、空気の圧力により水の浸

入を防ぐことができるという原理を応用したものである。実際には、ケーソン下部に気密

作業室を設け、そこに圧縮空気を送り込んで地下水の浸入を防ぎ、ドライな状態で掘削で

きるようになっている。コップの中がケーソン作業室、コップの先端がケーソンの刃先に

当たる（大豊建設株式会社のウェブサイト（https://www.daiho.co.jp/tech/nk1/，最終

閲覧日：2020年 11月 9日）より）。 

 

 

（大豊建設株式会社のウェブサイト（https://www.daiho.co.jp/tech/nk1/，最終閲覧

日：2020年 11月 9日）より）  

－ 888 －



分担研究報告書（三柴 丈典） 

 

【高気圧下の作業室（ケーソン工法）の例】 

 

（国土交通省北陸地方整備局の WEB サイト（http://www.hrr.mlit.go.jp/nyusho/big_ban

dai.html，最終閲覧日：2020年 12月 28日） 

 ＊この図が示す、ニューマチックケーソン法は、「あらかじめ地上で下部に作業室を設

けた鉄筋コンクリート製の函（ケーソン）を築造するとともに、作業室に地下水圧に見合

う圧縮空気を送り込むことにより地下水を排除し、常にドライな環境で掘削・沈下を行っ

て所定の位置に構築物を設置する工法」である。 

この工法は、コップを逆さまにして平らに水中に押し込むと、空気の圧力により水の浸

入を防ぐことができるという原理を応用したものである。実際には、ケーソン下部に気密

作業室を設け、そこに圧縮空気を送り込んで地下水の浸入を防ぎ、ドライな状態で掘削で

きるようになっている。コップの中がケーソン作業室、コップの先端がケーソンの刃先に

当たる（大豊建設株式会社のウェブサイト（https://www.daiho.co.jp/tech/nk1/，最終

閲覧日：2020年 11月 9日）より）。 

 

 

（大豊建設株式会社のウェブサイト（https://www.daiho.co.jp/tech/nk1/，最終閲覧

日：2020年 11月 9日）より）  

分担研究報告書（三柴 丈典） 

 

【足場の張出し部】 

 

（一般社団法人プレストレストコンクリート建設業協会のウェブサイトに登載された PC

コンポ橋に関する説明文書（https://www.pcken.or.jp/pdf/pdf/poconbosekisan.pdf，最

終閲覧日：2020 年 12 月 19 日）より） 

 

 

－ 889 －



分担研究報告書（三柴 丈典） 

 

【アーク溶接機】 

 

（株式会社 MonotaRO のウェブサイト（https://www.monotaro.com/p/5061/3675/，（エス

コ EA315GA-2）最終閲覧日：2020年 11月 8日） 

 

－ 890 －



分担研究報告書（三柴 丈典） 

 

【アーク溶接機】 

 

（株式会社 MonotaRO のウェブサイト（https://www.monotaro.com/p/5061/3675/，（エス

コ EA315GA-2）最終閲覧日：2020年 11月 8日） 

 

分担研究報告書（三柴 丈典） 

 

【架設通路】 

 

（厚生労働省，職場のあんぜんサイト（https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/sai_de

t.aspx?joho_no=100303，最終閲覧日：2020年 12月 13日）より） 

 

－ 891 －



分担研究報告書（三柴 丈典） 

 

【作業構台】 

 

 

（日綜産業株式会社のウェブサイト（https://www.nisso-sangyo.co.jp/products/series

/bank-8，最終閲覧日：2020 年 11 月 9日）より） 

 

－ 892 －



分担研究報告書（三柴 丈典） 

 

【作業構台】 

 

 

（日綜産業株式会社のウェブサイト（https://www.nisso-sangyo.co.jp/products/series

/bank-8，最終閲覧日：2020年 11月 9日）より） 

 

分担研究報告書（三柴 丈典） 

 

【ゴンドラ】 

 

 

（日本ビソー株式会社のウェブサイト（https://www.bisoh.co.jp/product/maintenance/

g-kinou.html，最終閲覧日：2020年 11月 9日）より） 

 

－ 893 －



分担研究報告書（三柴 丈典） 

 

【局所排気装置】 

 

（株式会社アピステのウェブサイト（https://www.apiste.co.jp/gde/technical/detail/

id=4074，最終閲覧日：2020 年 11 月 9日）より） 

 

 

【全体換気装置】 

 

（株式会社アピステのウェブサイト（https://www.apiste.co.jp/gde/technical/detail/

id=4074，最終閲覧日：2020 年 11 月 9日）より） 

 

－ 894 －



分担研究報告書（三柴 丈典） 

 

【局所排気装置】 

 

（株式会社アピステのウェブサイト（https://www.apiste.co.jp/gde/technical/detail/

id=4074，最終閲覧日：2020年 11月 9日）より） 

 

 

【全体換気装置】 

 

（株式会社アピステのウェブサイト（https://www.apiste.co.jp/gde/technical/detail/

id=4074，最終閲覧日：2020年 11月 9日）より） 

 

分担研究報告書（三柴 丈典） 

 

【加熱炉】 

 

（ロザイ工業株式会社のウェブサイト（https://www.rozai.co.jp/business/furnace/tek

ko01.html#images/slide_a01.jpg，最終閲覧日：2020年 11月 13日）より） 

 

【反応器】 

 

（旭化成エンジニアリング株式会社のウェブサイト（https://www.asahi-kasei.co.jp/ae

c/business/eic/product/batch.html，最終閲覧日：2020年 11月 13日）より） 

－ 895 －



分担研究報告書（三柴 丈典） 

 

【蒸留器（イメージ）】 

 

（堅展実業株式会社のウェブサイト（http://akkeshi-distillery.com/overview.html，

最終閲覧日：2020年 11月 13日）より） 

 

－ 896 －



分担研究報告書（三柴 丈典） 

 

【蒸留器（イメージ）】 

 

（堅展実業株式会社のウェブサイト（http://akkeshi-distillery.com/overview.html，

最終閲覧日：2020年 11月 13日）より） 

 

分担研究報告書（三柴 丈典） 

 

【特定化学設備（イメージ）】 

 

（角田淳氏のブログ（http://itetama.jp/blog-entry-434.html，最終閲覧日：2020 年 11

月 13日）より） 

 

 

【化学設備の動力機、圧縮機など】 

 

（株式会社鶴見製作所のウェブサイト（https://www.tsurumipump.co.jp/projects/case/

113.php，最終閲覧日：2020 年 11 月 13日）より） 

 

－ 897 －



分担研究報告書（三柴 丈典） 

 

【アースドリル】 

 

（株式会社ディーラーニングによる「独学サポート」事務局のウェブサイト（http://dok

ugaku-dx.com/glossary/001/a_20130628_140615.html，最終閲覧日：2020 年 11 月 17 日）

より） 
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分担研究報告書（淀川 亮） 

  

厚厚生生労労働働行行政政推推進進調調査査事事業業費費補補助助金金  
（（政政策策科科学学総総合合研研究究事事業業（（政政策策科科学学推推進進研研究究事事業業））））  

分分担担研研究究報報告告書書  

労労働働安安全全衛衛生生法法第第 3333 条条かからら 3344 条条のの逐逐条条解解説説  

 
  

研究協力者 淀川 亮  弁護士法人英知法律事務所・弁護士 
 
 

研究要旨 
本研究事業は、条文の起源（立法趣旨、基礎となった災害例、前身）と運用（関係判

例、適用の実際）、主な関係令等（関係政省令、規則、通達等）を、できる限り図式化

して示すと共に、現代的な課題や法解釈学的な論点に関する検討結果を記した体系書を

発刊することを目的としており、本研究分担は、附則を除き、123 条ある安衛法のうち

第 33 条から 34 条について、その課題を果たすことを目的としている。 
 安衛法は、労働災害発生防止という目的に照らした柔軟な解釈がなされてきていたが、

現行法の制定により、労働者を直接雇用する使用者以外の者に、どのような場面でどの

ような措置を義務付けるかが、かなりの程度明らかにされた。第 33 条と第 34 条は、工

場法、労働基準法等に直接的な定めがなく、「場所」や「物」の管理権原に着目した規

制として、現行法の制定にて新たに導入された規定である。 
 関係判例をみるに、「機械等の貸与を受けた者」（安衛法第 33 条第 2 項）の解釈につ

いて、形式的な解釈ではなく、労働災害発生防止という目的に照らした柔軟な解釈がな

されていた。また、「連絡、合図等の方法」（安衛則第 667 条第 2 号）についても、労

働災害発生防止という目的に照らして具体的な検討がなされていた。 
そして、元労働基準監督官のインタビューを通じて、安衛法第 33 条は、その抽象性ゆ

えに、比較的、適用範囲が広い規定であることが明らかになった。 
他方、安衛法第 34 条については、インタビューをした労働基準監督官においても、送

検事例や指導例等について確認したことがないというものであった。 
 これらの規定は、先行研究でも示唆された「規制対象の多様性・多層性に象徴される

合目的性」、「危害防止基準の充実化」といった日本の安衛法の特徴を表しており、ま

た、リスク創出者管理責任負担原則（リスクの管理責任は、製造者、設計者、発注者等

で負担すべきとする原則）の志向を裏付ける内容になっているものと思料される。 

－ 899 －



分担研究報告書（淀川 亮） 

  

Ａ．研究目的 
 本研究事業全体の目的は、以下の 3 点に

ある。 
 ①時代状況の変化に応じた法改正の方向

性を展望すること。 
 ②安衛法を関係技術者以外（文系学部出

身の事務系社員等）に浸透させ、社会一般

への普及を図ること。 
 ③安衛法に関する学問体系、安衛法研究

のための人と情報の交流のプラットフォー

ムを形成すること。 
 そのため、条文の起源（立法趣旨、基礎

となった災害例、前身）と運用（関係判例、

適用の実際）、主な関係令等（関係政省令、

規則、通達等）を、できる限り図式化して

示すと共に、現代的な課題や法解釈学的な

論点に関する検討結果を記した体系書を発

刊すること。 
 本分担研究の目的は、附則を除き 123 条

ある安衛法のうち第 33 条から 34 条につい

て、その課題を果たすことにある。 
 
Ｂ．研究方法 
 安全衛生に詳しい元労働基準監督官から、

現行安衛法の体系に関する解説と安衛法本

体の条文に紐付く政省令の選定を受けたう

えで、法学・行政学を専門とする分担研究

者が、各自、解説書、専門誌に掲載された

学術論文や記事、政府発表資料等の第 1 次

文献のレビューを行って執筆した文案を研

究班会議で報告し、現行安衛法や改正法の

起案に関わった畠中信夫元白鴎大学教授、

唐澤正義氏ら班員らからの指摘やアドバイ

スを得て洗練させた。 
 なお、報告書文案の作成に際して、技術

的な不明点については、メーリングリスト

で班員その他の専門家に照会した。 
 
Ｃ．研究結果 
 現行の日本の労働安全衛生法制度は、基

軸となる法典の制定から約 50 年を経て、危

害防止基準の充実、安全衛生管理体制の整

備など、多くの長所を持っている 1。 
 安衛法では、使用従属関係に着目して、

事業者を中心的な義務主体としているが、

注文者、機械等貸与者、建築物貸与者等に

は、それぞれ講ずべき措置（安衛法第 31～
35 条）を義務づけ、部分的だが、保護対象

者と直接契約関係にない者による危害防止

措置の必要性も示している 2。これらは先行

研究で示唆された「規制対象の多様性・多

層性に象徴される合目的性」、「危害防止

基準の充実化」3といった日本の安衛法の特

徴を表している。 
 その中でも、本研究では機械等貸与者等

の講ずべき措置を定めた安衛法第 33 条及

び建築物貸与者の講ずべき措置を定めた同

法第 34 条を整理する。対象条文もまた、リ

スク創出者管理責任負担原則（リスクの管

理責任は、製造者、設計者、発注者等のリ

スク創出者が負担すべきとする原則 4）の志

向を裏付ける内容になっている。 
 
１ 第 33 条 
 
１．１ 条文 
（機械等貸与者等の講ずべき措置等） 
第三十三条 機械等で、政令で定めるもの

を他の事業者に貸与する者で、厚生労働省

令で定めるもの（以下「機械等貸与者」と

いう。）は、当該機械等の貸与を受けた事

業者の事業場における当該機械等による労
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Ａ．研究目的 
 本研究事業全体の目的は、以下の 3 点に

ある。 
 ①時代状況の変化に応じた法改正の方向

性を展望すること。 
 ②安衛法を関係技術者以外（文系学部出

身の事務系社員等）に浸透させ、社会一般

への普及を図ること。 
 ③安衛法に関する学問体系、安衛法研究

のための人と情報の交流のプラットフォー

ムを形成すること。 
 そのため、条文の起源（立法趣旨、基礎

となった災害例、前身）と運用（関係判例、

適用の実際）、主な関係令等（関係政省令、

規則、通達等）を、できる限り図式化して

示すと共に、現代的な課題や法解釈学的な

論点に関する検討結果を記した体系書を発

刊すること。 
 本分担研究の目的は、附則を除き 123 条

ある安衛法のうち第 33 条から 34 条につい

て、その課題を果たすことにある。 
 
Ｂ．研究方法 
 安全衛生に詳しい元労働基準監督官から、

現行安衛法の体系に関する解説と安衛法本

体の条文に紐付く政省令の選定を受けたう

えで、法学・行政学を専門とする分担研究

者が、各自、解説書、専門誌に掲載された

学術論文や記事、政府発表資料等の第 1 次

文献のレビューを行って執筆した文案を研

究班会議で報告し、現行安衛法や改正法の

起案に関わった畠中信夫元白鴎大学教授、

唐澤正義氏ら班員らからの指摘やアドバイ

スを得て洗練させた。 
 なお、報告書文案の作成に際して、技術

的な不明点については、メーリングリスト

で班員その他の専門家に照会した。 
 
Ｃ．研究結果 
 現行の日本の労働安全衛生法制度は、基

軸となる法典の制定から約 50 年を経て、危

害防止基準の充実、安全衛生管理体制の整

備など、多くの長所を持っている 1。 
 安衛法では、使用従属関係に着目して、

事業者を中心的な義務主体としているが、

注文者、機械等貸与者、建築物貸与者等に

は、それぞれ講ずべき措置（安衛法第 31～
35 条）を義務づけ、部分的だが、保護対象

者と直接契約関係にない者による危害防止

措置の必要性も示している 2。これらは先行

研究で示唆された「規制対象の多様性・多

層性に象徴される合目的性」、「危害防止

基準の充実化」3といった日本の安衛法の特

徴を表している。 
 その中でも、本研究では機械等貸与者等

の講ずべき措置を定めた安衛法第 33 条及

び建築物貸与者の講ずべき措置を定めた同

法第 34 条を整理する。対象条文もまた、リ

スク創出者管理責任負担原則（リスクの管

理責任は、製造者、設計者、発注者等のリ

スク創出者が負担すべきとする原則 4）の志

向を裏付ける内容になっている。 
 
１ 第 33 条 
 
１．１ 条文 
（機械等貸与者等の講ずべき措置等） 
第三十三条 機械等で、政令で定めるもの

を他の事業者に貸与する者で、厚生労働省

令で定めるもの（以下「機械等貸与者」と

いう。）は、当該機械等の貸与を受けた事

業者の事業場における当該機械等による労
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働災害を防止するため必要な措置を講じな

ければならない。 
２ 機械等貸与者から機械等の貸与を受け

た者は、当該機械等を操作する者がその使

用する労働者でないときは、当該機械等の

操作による労働災害を防止するため必要な

措置を講じなければならない。 
３ 前項の機械等を操作する者は、機械等

の貸与を受けた者が同項の規定により講ず

る措置に応じて、必要な事項を守らなけれ

ばならない。 
 
１．２ 趣旨と内容 
１．２．１ 趣旨 
 移動式クレーンや車両系建設機械等貸与

された機械等から生ずる労働災害を防止す

る責任は、当然その機械を借りて作業を進

める側にあるわけであるが、所有権がリー

ス業者にあるため、その管理の権利をもた

ない機械等について、補修、改造等による

労働災害を防止するための措置を十分には

講じ難い立場にある。 
 また、機械等貸与者が運転手付きで機械

等を貸与する場合、その運転手について、

貸与を受けた者が所定の労働災害の防止の

ための措置を講ずることが必要となり、さ

らには、その運転手が所定の事項を守るこ

とも必要となる。 
 そこで機械等貸与者、機械等の貸与を受

けた者並びに機械等を操作する者が労働災

害防止のために必要な措置を講ずべきこと

を定めたものである 56。 
 
１．２．２ 内容 
 (1) 概要 
 稼働日数の少ない大型機械等を購入する

ことは、経済的に採算が合わないなどの事

情のもとに、建設機械をはじめとする種々

の機械設備の賃貸業が広く存在している 7。 
 建設機械について、これらのリース業者

が貸し出す態様には、大きく分けて、機械

等のみを貸す場合と、オペレーター付きで

貸す場合とがある。 
 機械等を借りた場合、当該機械等から生

ずる労働災害を防止する責任は、当然、第

一次的にはその機械等を借りて作業を進め

る側にあるが、貸与を受けた者は、当該機

械等について完全な管理権原を持たないと

ころから、補修、改造等労働災害を防止す

るための措置を充分には講じ難い立場にあ

るのが一般である。 
 そのような現状に着目して、労働安全衛

生法では、つり上げ荷重が〇．五トン以上

の移動式クレーンや一定の車輛系建設機械

など政令で定める機械等を業として他人に

貸与する者に対して、あらかじめ当該機械

等を十分点検・整備するなど、当該機械等

による労働災害を防止するため必要な、一

定の措置を講ずべきことを義務づけている

（法第 33 条第 1 項、第 36 条、令第 10 条、

安衛則第 666 条）。 
 また、機械等の貸与を受けた者は、当該

機械等を操作する者が自らの使用する労働

者でないときは、機械等を操作する者が必

要な資格を有することを確認すること、機

械等を操作する者に対して、作業の内容、

指揮の系統、連絡、合図等の方法など当該

機械等の操作による労働災害を防止するた

めに必要な事項を通知すること 8などの措

置を講じなければならないこととされてい

る（法第 33 条第 2 項、第 36 条、安衛則第

667 条）。なお、法第 33 条第 1 項は「機械
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等の貸与を受けた事業者」と規定されてお

り、第 2 項は「機械等の貸与を受けた者」

と規定されており、規定の仕方に違いが生

じている 9。 
 機械等を操作する者についても、通知を

受けた事項を守るべき義務が課されている

（法第 33 条第 3 項、第 36 条、安衛則第 668
条）10。 
 
 (2) 対象となる機械 1112 
 本条の規制の対象となる機械等は、次の

とおりである（令第 10 条）。 
①つり上げ荷重が〇．五トン以上の移動

式クレーン 
②次の建設機械で、動力を用い、かつ、

不特定の場所を自走できるもの 
イ 整地・運搬・積込用機械 
ロ 堀削用機械 
ハ 基礎工事用機械 
二 締固め用機械 
ホ コンクリート打設用機械 
ヘ 解体用機械 
③不整地運搬車 
④作業床の高さが二メートル以上の高所

作業車 
 
 (3) 機械等貸与者の措置 13 
 「機械等貸与者」とは、前記の機械等を、

相当の対価を得て業として他の事業者に貸

与する者（いわゆるリース業者）である（則

第 665 条）14。機械等貸与者がその機械等

を他の事業者に貸与するときに講ずべき措

置は、次のとおりである（則第 666 条第 1
項）。 

①機械等をあらかじめ点検し、異常を認

めたときは、補修その他必要な整備を行う

こと 
②機械等の貸与を受ける事業者に対し、

次の事項を記載した書面を交付すること 
イ その機械等の能力 
ロ その機械等の特性その他その使用上

注意すべき事項 
 
 (4) 機械等の貸与を受けた者の措置 15 
 機械等貸与者から機械等の貸与を受けた

者は、その機械等を操作する者がその使用

する労働者でないときは、次の措置を講じ

なければならない（則第 667 条）。 
①機械等を操作する者が、当該機械等の

操作について法令に基づき必要とされる資

格又は技能を有する者であることを確認す

ること 
②機械等を操作する者に対し、次の事項

を通知すること 
イ 作業の内容 
ロ 指揮の系統 
ハ 連絡、合図等の方法 
二 運行の経路、制限速度その他その機械

等の運行に関する事項 16 
ホ その他その機械等の操作による労働

災害を防止するため必要な事項 17 
 なお、機械等を操作する者は、機械等貸

与者から②の通知を受けたときは、その事

項を守らなければならない（則第 668 条）。 
 
 (5) 罰則 
 ①機械等貸与者が、本条第一項の規定に

違反して、必要な措置を講じない場合又は、

②機械等の貸与を受けた者が、本条第二項

の規定に違反して、必要な措置を講じない

場合には、六カ月以下の懲役又は五〇万円

以下の罰金に処せられる（法第 119 条第 1
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等の貸与を受けた事業者」と規定されてお

り、第 2 項は「機械等の貸与を受けた者」

と規定されており、規定の仕方に違いが生

じている 9。 
 機械等を操作する者についても、通知を

受けた事項を守るべき義務が課されている

（法第 33 条第 3 項、第 36 条、安衛則第 668
条）10。 
 
 (2) 対象となる機械 1112 
 本条の規制の対象となる機械等は、次の

とおりである（令第 10 条）。 
①つり上げ荷重が〇．五トン以上の移動

式クレーン 
②次の建設機械で、動力を用い、かつ、

不特定の場所を自走できるもの 
イ 整地・運搬・積込用機械 
ロ 堀削用機械 
ハ 基礎工事用機械 
二 締固め用機械 
ホ コンクリート打設用機械 
ヘ 解体用機械 
③不整地運搬車 
④作業床の高さが二メートル以上の高所

作業車 
 
 (3) 機械等貸与者の措置 13 
 「機械等貸与者」とは、前記の機械等を、

相当の対価を得て業として他の事業者に貸

与する者（いわゆるリース業者）である（則

第 665 条）14。機械等貸与者がその機械等

を他の事業者に貸与するときに講ずべき措

置は、次のとおりである（則第 666 条第 1
項）。 
①機械等をあらかじめ点検し、異常を認

めたときは、補修その他必要な整備を行う

こと 
②機械等の貸与を受ける事業者に対し、

次の事項を記載した書面を交付すること 
イ その機械等の能力 
ロ その機械等の特性その他その使用上

注意すべき事項 
 
 (4) 機械等の貸与を受けた者の措置 15 
 機械等貸与者から機械等の貸与を受けた

者は、その機械等を操作する者がその使用

する労働者でないときは、次の措置を講じ

なければならない（則第 667 条）。 
①機械等を操作する者が、当該機械等の

操作について法令に基づき必要とされる資

格又は技能を有する者であることを確認す

ること 
②機械等を操作する者に対し、次の事項

を通知すること 
イ 作業の内容 
ロ 指揮の系統 
ハ 連絡、合図等の方法 
二 運行の経路、制限速度その他その機械

等の運行に関する事項 16 
ホ その他その機械等の操作による労働

災害を防止するため必要な事項 17 
 なお、機械等を操作する者は、機械等貸

与者から②の通知を受けたときは、その事

項を守らなければならない（則第 668 条）。 
 
 (5) 罰則 
 ①機械等貸与者が、本条第一項の規定に

違反して、必要な措置を講じない場合又は、

②機械等の貸与を受けた者が、本条第二項

の規定に違反して、必要な措置を講じない

場合には、六カ月以下の懲役又は五〇万円

以下の罰金に処せられる（法第 119 条第 1
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号）。 
 また、機械等を操作する者が、本条第三

項の規定に違反して、必要な事項を守らな

い場合には、五〇万円以下の罰金に処せら

れる（法第 120 条第 1 号）18。 
 
 (6) 解釈例規 

昭四八・三・一九 基発第一四五号は、機

械等貸与業者から借りた機械を下請に貸与

する場合の措置について次のように示して

いる。すなわち、建設業において、機械等

貸与者（甲）から、移動式クレーンの貸与

を受けた元方事業者（乙）が、これをさら

に下請業者（丙）に貸与して使用させる場

合において、①「甲は、乙、丙のいずれに

対して、安衛則第六六六条第一項第二号の

書面を交付すべきか。」という問いに対し

て乙であること、②「当該移動式クレーン

を操作する者が甲の使用する労働者である

とき、安衛則第六六七条の措置義務は、乙、

丙のいずれにあるか。」という問いに対し

て乙であること、を示している 19。 
 昭四七・九・一八 基発第六〇一号の一は、

労働安全衛生規則第 666 条第 1 項第 1 号の

「あらかじめ」とは、必ずしも貸与の都度

全部について点検を行う趣旨ではなく、使

用の状況に応じて必要部分に限ることは差

しつかえないものであること、を示してい

る。また、同項第 2 号イの「当該機械等の

能力」とは、移動式クレーンについては明

細書記載事項のうちの主要部分、車両系建

設機械については、使用上特に必要な能力、

たとえば、安定度、バケット容量等主要な

事項でよいものであること、を示している。

さらに、同号ロの「その他その使用上注意

すべき事項」とは、使用燃料、調整の方法

等当該機械の使用上注意すべき事項をいう

ものであること、を示している。また、同

条第 2 項の趣旨は、金融上の手段としてリ

ース形式をとっているものについては、本

条の趣旨から適用しないこととしたもので

あること、を示している 20。 
 昭四七・九・一八 基発第六〇一号の一は、

労働安全衛生規則第 667 条第 1 号の「資格

又は技能の確認」は、免許証、技能講習修

了証によって行えば足りるものであること、

を示している。また、同条第 2 号に掲げる

事項は、機械等の操作者および当該機械等

と関連して作業を行なう労働者の労働災害

防止に必要な範囲で足りるものであること、

を示している 21。 
 昭四六・九・七 基発第六二一号は、労働

安全衛生法施行令第 10 条の「つり上げ荷

重」は、ジブクレーンにあってはジブを最

大限の傾斜角にしたとき、ジブを最も短く

したときおよびジブの支点にトロリの位置

を最も近づけたとき、ブームを有するデリ

ックにあっては、ブームを最大の傾斜角に

したときのそれぞれについて算定すること、

を示している。また、「負荷させることが

できる」とは、許容応力、安定度等構造規

格に定める条件の範囲内において負荷させ

ることができることをいうこと、を示して

いる 22。昭四七・九・一八 基発第六○二号

は、「デリック」とは、荷を動力を用いて

つり上げることを目的とする機械装置であ

って、マストまたはブームを有し、原動機

を別置し、ワイヤロープにより操作される

ものをいうこと。デリックには、揚貨装置

は含まれないこと、を示している。また、

「自走」とは、機械自らの動力により走行

することをいい、したがって、他の車両に
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よりけん引されて走行するもの、船舶にと

う載されて移動するもの等は含まない趣旨

であること、を示している 23。 
 平二・九・二六 基発第五八三号は、労働

安全衛生法施行令第 10 条第 3 号の「不整地

運搬車」とは、「不整地走行用に設計した

専ら荷を運搬する構造の自動車で、クロー

ラ式又はホイール式のもの（ホイール式の

ものにあっては、全輪駆動で、かつ、左右

の車輪を独立に駆動させることができるも

のに限る。）をいい、ハンドガイド式のも

のは含まないものであること。なお、林内

作業車（林業の現場における集材を目的と

して製造された自走用機械をいう。）は、

不整地運搬車に該当しないものであるこ

と」を示している。また、同条第 4 号の「高

所作業車」とは、「高所における工事、点

検、補修等の作業に使用される機械であっ

て作業床（各種の作業を行うために設けら

れた人が乗ることを予定した「床」をいう。）

及び昇降装置その他の装置により構成され、

当該作業床が昇降装置その他の装置により

上昇、下降等をする設備を有する機械のう

ち、動力を用い、かつ、不特定の場所に自

走することができるものをいうものである

こと。なお、消防機関が消防活動に使用す

るはしご自動車、屈折はしご自動車等の消

防車は高所作業車に含まないものであるこ

と」を示している 24。 
 平二・九・二六 基発第五八三号は、労働

安全衛生法施行令第 10 条第 4 号の「床面の

高さ」とは、車体の接地面から作業床の床

面までを垂直に測った高さをいうものであ

ること、を示している 25。 
 
１．３ 関連規定 

 ⑴ 法第 31 条第 1 項：本条は、「特定事

業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設

備又は原材料（以下「建設物等」という。）

を、当該仕事を行う場所においてその請負

人（当該仕事が数次の請負契約によつて行

われるときは、当該請負人の請負契約の後

次のすべての請負契約の当事者である請負

人を含む。第三十一条の四において同じ。）

の労働者に使用させるときは、当該建設物

等について、当該労働者の労働災害を防止

するため必要な措置を講じなければならな

い。」と定めている 26。 
 
 ⑵ 法第 34 条： 本条の対象となる建築物

の種類は、事務所又は工場の用に供される

建築物であり、これらの建築物を複数の事

業場に貸し付ける場合（例：雑居ビル、工

場、アパート）を規定している。ただし、

その建築物の全部を一の事業者に貸与する

場合を除く。これらの建築物貸与者の講ず

べき措置としては、共有の避難用出入口等、

共用の警報設備等、貸与建築物の有効維持、

貸与建築物の給水、排水設備、清掃等、便

宜の供与、貸与建築物の便所、警報及び標

識の統一等（安衛則第 670 条～第 678 条）

を行うことが定められている。違反には、6
月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金（両罰

規定）が定められている 27。 
 
 ⑶ 法第 35 条： 荷の発送者（最初に運送

ルートにのせる者）は、見やすく、かつ、

容易に消滅しない方法で、当該貨物にその

重量を表示（包装されていない貨物で、そ

の重量が一見して明らかであるものを除

く。）しなければならないことを規定して

いる。違反には、6 月以下の懲役又は 50 万
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よりけん引されて走行するもの、船舶にと

う載されて移動するもの等は含まない趣旨

であること、を示している 23。 
 平二・九・二六 基発第五八三号は、労働

安全衛生法施行令第 10 条第 3 号の「不整地

運搬車」とは、「不整地走行用に設計した

専ら荷を運搬する構造の自動車で、クロー

ラ式又はホイール式のもの（ホイール式の

ものにあっては、全輪駆動で、かつ、左右

の車輪を独立に駆動させることができるも

のに限る。）をいい、ハンドガイド式のも

のは含まないものであること。なお、林内

作業車（林業の現場における集材を目的と

して製造された自走用機械をいう。）は、

不整地運搬車に該当しないものであるこ

と」を示している。また、同条第 4 号の「高

所作業車」とは、「高所における工事、点

検、補修等の作業に使用される機械であっ

て作業床（各種の作業を行うために設けら

れた人が乗ることを予定した「床」をいう。）

及び昇降装置その他の装置により構成され、

当該作業床が昇降装置その他の装置により

上昇、下降等をする設備を有する機械のう

ち、動力を用い、かつ、不特定の場所に自

走することができるものをいうものである

こと。なお、消防機関が消防活動に使用す

るはしご自動車、屈折はしご自動車等の消

防車は高所作業車に含まないものであるこ

と」を示している 24。 
 平二・九・二六 基発第五八三号は、労働

安全衛生法施行令第 10 条第 4 号の「床面の

高さ」とは、車体の接地面から作業床の床

面までを垂直に測った高さをいうものであ

ること、を示している 25。 
 
１．３ 関連規定 

 ⑴ 法第 31 条第 1 項：本条は、「特定事

業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設

備又は原材料（以下「建設物等」という。）

を、当該仕事を行う場所においてその請負

人（当該仕事が数次の請負契約によつて行

われるときは、当該請負人の請負契約の後

次のすべての請負契約の当事者である請負

人を含む。第三十一条の四において同じ。）

の労働者に使用させるときは、当該建設物

等について、当該労働者の労働災害を防止

するため必要な措置を講じなければならな

い。」と定めている 26。 
 
 ⑵ 法第 34 条： 本条の対象となる建築物

の種類は、事務所又は工場の用に供される

建築物であり、これらの建築物を複数の事

業場に貸し付ける場合（例：雑居ビル、工

場、アパート）を規定している。ただし、

その建築物の全部を一の事業者に貸与する

場合を除く。これらの建築物貸与者の講ず

べき措置としては、共有の避難用出入口等、

共用の警報設備等、貸与建築物の有効維持、

貸与建築物の給水、排水設備、清掃等、便

宜の供与、貸与建築物の便所、警報及び標

識の統一等（安衛則第 670 条～第 678 条）

を行うことが定められている。違反には、6
月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金（両罰

規定）が定められている 27。 
 
 ⑶ 法第 35 条： 荷の発送者（最初に運送

ルートにのせる者）は、見やすく、かつ、

容易に消滅しない方法で、当該貨物にその

重量を表示（包装されていない貨物で、そ

の重量が一見して明らかであるものを除

く。）しなければならないことを規定して

いる。違反には、6 月以下の懲役又は 50 万
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円以下の罰金（両罰規定）が定められてい

る 28。 
 
 ⑷ 法第 42 条：本条は、「特定機械等以

外の機械等で、別表第二に掲げるものその

他危険若しくは有害な作業を必要とするも

の、危険な場所において使用するもの又は

危険若しくは健康障害を防止するため使用

するもののうち、政令で定めるものは、厚

生労働大臣が定める規格又は安全装置を具

備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置

してはならない。」と定めている 29。 
 
 ⑸ 法 45 条第 1 項：本条は、「事業者は、

ボイラーその他の機械等で、政令で定める

ものについて、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、定期に自主検査を行ない、及び

その結果を記録しておかなければならな

い。」と定めている。自主検査の対象とな

る機械等は、特定機械等をはじめ三八種類

のものが政令で定められている（令第 15 条

第 1 項）30。 
 
 ⑹ 法第 98 条：本条は、法第 33 条第 1
項の規定により機械等貸与者に、当該機械

等の貸与を受けた事業者の事業場における

当該機械等による労働災害を防止するため

講ずべき必要な措置が講じられていない事

実がある場合に都道府県労働局長又は労働

基準監督署長が、関係者に対して、作業の

全部又は一部の停止、建築物等の全部又は

一部の使用の停止又は変更その他、労働災

害を防止するため必要な事項を命じること

ができることを規定したものである 31。 
 
 ⑺ 法第 100 条：本条は、労働基準監督機

関が本法を施行するため必要があるときに、

厚生労働省令で定めるところにより、関係

者に対し、必要な事項を報告させ、又は出

頭を命じることができることを定めている

32。関係者には、機械等貸与者も含まれる。 
 
 ⑻ 法第 102 条：工作物の所在する場所又

はその附近で工事その他の仕事を行う事業

者から、その工作物による労働災害の発生

を防止するためにとるべき措置についての

教示を求められた場合には、ガス工作物、

電気工作物、熱供給施設、石油パイプライ

ンの工作物を設けている者は、その工作物

による労働災害の発生を防止するためにと

るべき措置を教示しなければならないこと

を規定している。違反に対する罰則はない

33。 
 
１．４ 沿革 

1971（昭和 46）年 7 月 13 日に労働基準

法研究会の報告書 34が労働省に提出された。 
同報告書では、特殊な労働関係の規制に

ついて、「建設業、造船業、鉄鋼業などの

ほか、最近では、化学工業、自動車製造業

などでも構内下請に依存する傾向が目立っ

ている。また、このような増加とならんで、

最近建設業などでは重建設機械のリース業

などが目立って進出してきており、また、

ジョイントベンチャーなど新しい型の経営

方式が生み出されている。現在、労働基準

法では、使用関係を前提として危害防止の

措置は原則として使用者が講ずべきものと

されている 35。」と示されている。その上

で、同報告書は、リース業等に関する現状

および問題点を次のとおり、整理している。

「建設業においては、雇用事情の変化に伴
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う労働力の不足に起因する省力化、工期の

短縮にともなう大型機械化などの要請があ

り、これに重建設機械の開発が応えたので

あるが、企業経営合理化の観点からみれば

稼働日数の少ない大型機械を購入すること

は、経済的に採算が合わない。このような

事情のもとに建設機械をはじめとする種々

の機械設備の賃貸業が発達し、現在は、全

国では、多数の業者がある。これら賃貸業

者が、機械を貸し出す場合の条件にはいろ

いろあるが、大別すると機械のみ貸す場合

と機械とオペレーターをともども貸す場合

とがある。機械のみ貸す場合は、安全衛生

上、構造要件保持義務を負担するのは形式

的にはその機械を借りて作業をすすめる側

にあるわけであるが、当該機械について補

修改造することはもとより、日常の点検さ

えできる体制にあるか否かは疑問である。 
また、機械に操作する人間をつけて貸す

場合、その人間に対する安全衛生を確保す

る責任は誰にあるのか、貸出された機械の

構造要件を保持するのは借り受け側か、そ

れとも、それを操作する人間の雇用主であ

る賃貸し業者か、操作する人間と賃貸し業

者との関係についても疑問が残る 36」と示

されている。 
これらの問題点について、衆議院社会労

働委員会において、政府委員である労働省

労働基準局長は、次のとおり述べている。

すなわち、「労働基準法が労働憲章といわ

れるものであるという点につきましては、

われわれも十分に配慮をいたしておるとこ

ろでございまして、今回単独法の形をとり

ましたけれども、基本法の精神はいささか

もそこなわれないようにするという配慮に

つとめたつもりでございます。しかるに、

基本法の一部改正という形をとらず、なぜ

単独法としたかという点につきましては、

最近の労働災害の傾向により見ますときに、

基準法のように直接の雇用関係のみを前提

とする規制のしかたでもって災害を的確に

防止することができないいろいろな状況が

出てまいっておるということ、すなわち機

械や材料などにつきましても、製造、流通

の段階における規制が必要になってきてお

る、あるいは直接の雇用関係だけではなし

に、重層下請関係だとか建設のジョイント

ベンチャー等、特殊な雇用関係下における

規制も強めていなかければ災害が防止でき

ない状況になっておるということ、あるい

は特定の有害業務に従事した者につきまし

ては、雇用関係にある間だけの健康管理で

はなしに、離職後にわたってまで健康管理

を確保する必要があるということ等々の事

情は、直接の雇用関係を前提とします基準

法のワクよりはみ出しておる部面があるわ

けでございます。こういう点が基準法と別

個に単独立法といたしました第一の点でご

ざいます 37」等と述べている。 
また、参議院社会労働委員会において、

政府委員である労働省労働基準局安全衛生

部長は、労働安全衛生法第 33 条について、

次のとおり、言及している。すなわち、「基

準法は御存知のように直接の雇用関係にあ

る者の間に立って、使用者に対して労働者

が災害あるいは職業病にかからないように

という規制を直接の使用者にしておるわけ

であります。最近、先生が御指摘のように、

重層下請関係、あるいはジョイントベンチ

ャー、リースというように、単純な雇用関

係でない、いわゆる働く関係というものが

出てまいりました。そういう関係から、基
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う労働力の不足に起因する省力化、工期の

短縮にともなう大型機械化などの要請があ

り、これに重建設機械の開発が応えたので

あるが、企業経営合理化の観点からみれば

稼働日数の少ない大型機械を購入すること

は、経済的に採算が合わない。このような

事情のもとに建設機械をはじめとする種々

の機械設備の賃貸業が発達し、現在は、全

国では、多数の業者がある。これら賃貸業

者が、機械を貸し出す場合の条件にはいろ

いろあるが、大別すると機械のみ貸す場合

と機械とオペレーターをともども貸す場合

とがある。機械のみ貸す場合は、安全衛生

上、構造要件保持義務を負担するのは形式

的にはその機械を借りて作業をすすめる側

にあるわけであるが、当該機械について補

修改造することはもとより、日常の点検さ

えできる体制にあるか否かは疑問である。 
また、機械に操作する人間をつけて貸す

場合、その人間に対する安全衛生を確保す

る責任は誰にあるのか、貸出された機械の

構造要件を保持するのは借り受け側か、そ

れとも、それを操作する人間の雇用主であ

る賃貸し業者か、操作する人間と賃貸し業

者との関係についても疑問が残る 36」と示

されている。 
これらの問題点について、衆議院社会労

働委員会において、政府委員である労働省

労働基準局長は、次のとおり述べている。

すなわち、「労働基準法が労働憲章といわ

れるものであるという点につきましては、

われわれも十分に配慮をいたしておるとこ

ろでございまして、今回単独法の形をとり

ましたけれども、基本法の精神はいささか

もそこなわれないようにするという配慮に

つとめたつもりでございます。しかるに、

基本法の一部改正という形をとらず、なぜ

単独法としたかという点につきましては、

最近の労働災害の傾向により見ますときに、

基準法のように直接の雇用関係のみを前提

とする規制のしかたでもって災害を的確に

防止することができないいろいろな状況が

出てまいっておるということ、すなわち機

械や材料などにつきましても、製造、流通

の段階における規制が必要になってきてお

る、あるいは直接の雇用関係だけではなし

に、重層下請関係だとか建設のジョイント

ベンチャー等、特殊な雇用関係下における

規制も強めていなかければ災害が防止でき

ない状況になっておるということ、あるい

は特定の有害業務に従事した者につきまし

ては、雇用関係にある間だけの健康管理で

はなしに、離職後にわたってまで健康管理

を確保する必要があるということ等々の事

情は、直接の雇用関係を前提とします基準

法のワクよりはみ出しておる部面があるわ

けでございます。こういう点が基準法と別

個に単独立法といたしました第一の点でご

ざいます 37」等と述べている。 
また、参議院社会労働委員会において、

政府委員である労働省労働基準局安全衛生

部長は、労働安全衛生法第 33 条について、

次のとおり、言及している。すなわち、「基

準法は御存知のように直接の雇用関係にあ

る者の間に立って、使用者に対して労働者

が災害あるいは職業病にかからないように

という規制を直接の使用者にしておるわけ

であります。最近、先生が御指摘のように、

重層下請関係、あるいはジョイントベンチ

ャー、リースというように、単純な雇用関

係でない、いわゆる働く関係というものが

出てまいりました。そういう関係から、基
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準法から離して、新法では、元方事業者あ

るいはリース業者、ジョイントベンチャー

業者、そういうやはり働かせるものの実質

的な指揮権あるいは指示権、そういうとこ

ろの力を持っているところを押さえようと

いうのが新法のそれぞれの規定、たとえば

二十九条、三十条あるいは三十三条のリー

ス規定というようなものがそれでございま

すけれども 38」等と述べている。 
 
１．５ 運用 
１．５．１ 適用の実際 
⑴ 平成 28 年 9 月 29 日、東京・新宿労働

基準監督署は、重機を使用する際に誘導員

を配置しなかったとして、平山建設株式会

社（東京都杉並区）と同社工場現場責任者

を労働安全衛生法第 20 条（事業者の講ずべ

き措置等）違反の疑いで東京地検に書類送

検している。本件では、平成 26 年 8 月、同

社労働者が、東京都中野区の水道管の入替

え工事中、トラグ・ショベルと電柱の間に

挟まれ死亡する労働災害が発生している。

同社は、接触の恐れのある箇所に労働者を

立ち入らせたにもかかわらず、誘導員を配

置していなかった。さらに、トラグ・ショ

ベルの無資格運転もさせていた。重機を借

りた企業の労働者に運転させていたが、資

格や技能を有していたか確認していなかっ

た 39。 
⑵ 厚生労働省労働基準局監督課が令和 2
年9月30日に公表した労働基準関係法令違

反に係る公表事案（令和元年 9 月 1 日～令

和 2 年 8 月 31 日公表分 ＊各都道府県労働

局が公表した際の内容を集約したもの）に

よると、対象条文違反は 1 件であった。 
⑶ 厚生労働省労働基準局「労働基準監督年

報」（平成 31 年・令和元年）によれば、労

働安全衛生法第 33 条・第 34 条違反件数は

24 件（一般機械器具製造業 1 件、土木工事

業 7 件、建築工事業 13 件、卸売業 1 件、小

売業 1 件、派遣業 1 件、その他の事業 1 件）

であった。 
⑷ 厚生労働省労働基準局「労働基準監督年

報」（平成 30 年）によれば、労働安全衛生

法第 33 条・第 34 条違反件数は 9 件（土木

工事業 2 件、建築工事業 5 件、その他の建

設業 1 件、その他の商業 1 件）であった。 
⑸ 厚生労働省労働基準局「労働基準監督年

報」（平成 29 年）によれば、労働安全衛生

法第 33 条・第 34 条違反件数は 16 件（建

築工事業 12 件、その他の建設業 1 件、卸売

業 1 件、その他の商業 2 件）であった。 
⑹ 厚生労働省労働基準局「労働基準監督年

報」（平成 28 年）によれば、労働安全衛生

法第 33 条・第 34 条違反件数は 34 条（土

木工事業 5 件、建築工事業 25 件、その他の

建設業 3 件、その他の事業 1 件）であった。 
⑺ 厚生労働省労働基準局「労働基準監督年

報」（平成 27 年）には、労働安全衛生法

33 条違反件数の掲載がなかった。 
⑻ 厚生労働省労働基準局「労働基準監督年

報」（平成 26 年）によれば、労働安全衛生

法第 33 条違反件数は 1 件（その他の建設業

1 件）であった。 
⑼ 厚生労働省労働基準局「労働基準監督年

報」（平成 25 年）によれば、労働安全衛生

法第 33 条違反件数は 1 件（化学工業 1 件）

であった。 
 
１．５．２ 関係判例 
(1) 労働安全衛生法第 33 条 2 項にいう「機

械等の貸与を受けた者」が労働災害を防止
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するために必要な措置を講じなかったもの

とされた例（福岡高判昭和 52 年 8 月 3 日判

例時報 896 号 110 頁（原審：長崎地判昭和

52 年 1 月 11 日。上告後、最 2 小判昭和 53
年 9 月 20 日で棄却された）（確定）） 
 
<事実の概要> 
 本件は、宅地造成及び不動産売買業を営

む被告会社が重機業者らから運転手付きで、

ブルドーザーの提供を受け、カントリーク

ラブ造成工事の整地作業をしていた際、労

働災害を防止するため必要な措置を講じな

かったため、被告会社及び同社代表取締役

が労働安全衛生法違反の罪に問われたもの

である。 
 第一審は、労働安全衛生法 33 条 2 項及び

労働安全衛生規則 667 条 1 号、2 号違反の

罪が成立するとして、被告会社及び被告人

をそれぞれ罰金三万円に処した 40。 
 そこで、弁護人側が控訴した。 
 
<判旨～控訴棄却～> 
 本判決は、以下のとおり、①被告会社が

労働安全衛生法第 33 条 2 項にいう「機械等

の貸与を受けた者」に該当するか否か、②

被告人らが機械操作者の法定資格又は技能

を特に確認しなかったことが可罰的違法性

を有するか否か及び、③被告人らが労働災

害の防止のため必要な連絡、合図等の方法

を通知すべきであったか否かという点に判

断を加え、結局、控訴を棄却したものであ

る。 
 ①被告会社が、労働安全衛生法第 33 条 2
項にいう「機械等の貸与を受けた者」に該

当するか否か 
 〈事実の概要〉に記した本件の事実関係

に加え、被告会社が本件当時実施中のカン

トリークラブ造成工事の整地作業では、「ブ

ルドーザー約十三台が使用され、そのうち

半数は三和重機を含む他の重機業者らから

運転手付きで提供を受けていたものである

が、被告会社が右提供者らに支払う使用料

は、各ブルドーザーに備え付けられたタス

クメーター（タコメーターともいう）によ

り測定された稼働時間の割合で一時間いく

らという約束で、そのなかには運転手の労

働賃金を含んでおり、月末締切り、翌月一

〇日払で、チャーター料として支払われ、

またその作業内容は被告会社が決定した

日々の作業計画に基き、被告会社代表者で

ある被告人小原または会社従業員によって

個々的に指示され、右三和重機ら提供者ら

において予めその完成すべき工事内容につ

きなんらの取極めはなされず、また工事見

積り、工期決定などなされてはいなかった」

として、「被告会社は有限会社三和重機の

本件ブルドーザーにつき、法第三三条二項

にいう「機械等の貸与を受けた者」に該当

すると認めるのが相当」であると判示した。 
 
 ②被告人らが機械操作者の法定資格又は

技能を特に確認しなかったことが可罰的違

法性を有するか否か 
「被告人小原の本件ブルドーザー運転手

らに対する毎日の作業状況の視察および実

際の技能の確認は、前掲証拠によれば、右

運転手らの労働安全のためというのではな

く、むしろ専らその作業能率に重きをおい

てなされていたものであることが認められ、

また右運転手らがすべて法定の有資格者で

あったことは認められるが、このことは量

刑上有利な事情とはなっても、その故に確
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するために必要な措置を講じなかったもの

とされた例（福岡高判昭和 52 年 8 月 3 日判

例時報 896 号 110 頁（原審：長崎地判昭和

52 年 1 月 11 日。上告後、最 2 小判昭和 53
年 9 月 20 日で棄却された）（確定）） 
 
<事実の概要> 
 本件は、宅地造成及び不動産売買業を営

む被告会社が重機業者らから運転手付きで、

ブルドーザーの提供を受け、カントリーク

ラブ造成工事の整地作業をしていた際、労

働災害を防止するため必要な措置を講じな

かったため、被告会社及び同社代表取締役

が労働安全衛生法違反の罪に問われたもの

である。 
 第一審は、労働安全衛生法 33 条 2 項及び

労働安全衛生規則 667 条 1 号、2 号違反の

罪が成立するとして、被告会社及び被告人

をそれぞれ罰金三万円に処した 40。 
 そこで、弁護人側が控訴した。 
 
<判旨～控訴棄却～> 
 本判決は、以下のとおり、①被告会社が

労働安全衛生法第 33 条 2 項にいう「機械等

の貸与を受けた者」に該当するか否か、②

被告人らが機械操作者の法定資格又は技能

を特に確認しなかったことが可罰的違法性

を有するか否か及び、③被告人らが労働災

害の防止のため必要な連絡、合図等の方法

を通知すべきであったか否かという点に判

断を加え、結局、控訴を棄却したものであ

る。 
 ①被告会社が、労働安全衛生法第 33 条 2
項にいう「機械等の貸与を受けた者」に該

当するか否か 
 〈事実の概要〉に記した本件の事実関係

に加え、被告会社が本件当時実施中のカン

トリークラブ造成工事の整地作業では、「ブ

ルドーザー約十三台が使用され、そのうち

半数は三和重機を含む他の重機業者らから

運転手付きで提供を受けていたものである

が、被告会社が右提供者らに支払う使用料

は、各ブルドーザーに備え付けられたタス

クメーター（タコメーターともいう）によ

り測定された稼働時間の割合で一時間いく

らという約束で、そのなかには運転手の労

働賃金を含んでおり、月末締切り、翌月一

〇日払で、チャーター料として支払われ、

またその作業内容は被告会社が決定した

日々の作業計画に基き、被告会社代表者で

ある被告人小原または会社従業員によって

個々的に指示され、右三和重機ら提供者ら

において予めその完成すべき工事内容につ

きなんらの取極めはなされず、また工事見

積り、工期決定などなされてはいなかった」

として、「被告会社は有限会社三和重機の

本件ブルドーザーにつき、法第三三条二項

にいう「機械等の貸与を受けた者」に該当

すると認めるのが相当」であると判示した。 
 
 ②被告人らが機械操作者の法定資格又は

技能を特に確認しなかったことが可罰的違

法性を有するか否か 
「被告人小原の本件ブルドーザー運転手

らに対する毎日の作業状況の視察および実

際の技能の確認は、前掲証拠によれば、右

運転手らの労働安全のためというのではな

く、むしろ専らその作業能率に重きをおい

てなされていたものであることが認められ、

また右運転手らがすべて法定の有資格者で

あったことは認められるが、このことは量

刑上有利な事情とはなっても、その故に確
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認義務の懈怠につき可罰的違法性がないと

することは、労働災害発生防止の見地から

受貸与者にも法定資格の確認を義務づけた

規則六六七条一号の法意を無視するもので

あって、結局は確認義務の否定につながる

もの」であると判示した。 
 

 ③被告人らが労働災害の防止のため必要

な連絡、合図等の方法を通知すべきであっ

たか否か 
まず、規則 667 条 2 号について、「規則

六六七条二号は、機械等の貸与を受けた者

が、当該機械等を操作する運転手らとの関

係で直接的な使用関係にないため、労働災

害発生防止の見地から抽象的に必要と認め

られる事項をその運転手らに対し通知すべ

き旨を規定したものであって、その主体が

事業者であると否とを問わないものと解さ

れるから、原判決が、被告会社は機械等の

受貸与者であると同時に事業者であること

を前提とし、事業者につき規定した規則一

五七条二項、一五九条により、本件現場に

おいて「誘導者の配置が義務づけられて」

おり、「誘導者と運転手らとの間の合図の

方法等を通知しなかった」と判示した点は

相当でないと解される。」と判示した。 
そして、〈事実の概要〉に記した本件の

事実関係に加え、「本件ブルドーザーの作

業現場の状況は昭和四九年九月三日当時に

おいて、東西に伸びる谷地形の北側山腹部

分を切り崩し、その土砂を南側谷方面に落

してこれを埋め立てていたもので、谷側に

面した傾斜部分は高さ約二〇メートル、傾

斜角度約四〇度ないし九五度の断崖をなし、

右傾斜面に近い埋立部分すなわち法際は地

盤が軟弱であるため、重量のあるブルドー

ザーが崖近くに寄りすぎると転落等の危険

が十分予想される状況にあったところ、被

告会社としては誘導者とか見張人を配置す

ることもなく、運転手が誘導者を希望する

場合等の連絡、合図等の方法についても具

体的な定めはなく、ただ日々の作業内容の

指示のみであって、被告人小原としては、

ブルドーザーの運転手である以上、その操

作方法に誤りがなければ事故発生はありえ

ないと考え、労働災害防止のため特段の措

置は講じてはいなかったこと、ところが同

月三日三和重機の本件ブルドーザーの運転

手らの一人である金海竜は南側谷部分にお

いてブルドーザー運転中転落して死亡した

ため、翌日労働基準監督官橋口利雄におい

て現場を実況見分したところ、右ブルドー

ザーは南側谷部分の法面に対しほぼ四五度

の角度で進入し、法際に寄りすぎた結果、

法際約五〇センチメートルの地盤が崩壊し

転落したものであることが判明したことが

認められる」と述べ、「被告人らは本件現

場において労働災害防止の見地からして、

受貸与者としては誘導者を配置することを

義務づけられていたとはいえないまでも、

法際の地盤軟弱の個所などブルドーザーの

転落等危険の生ずるおそれある部分につい

ては見張人をおくとか、また赤旗をもって

表示するとか、なんらかの明示方法を講じ

て本件運転手らに周知させるなど、労働災

害の防止のため必要な「連絡、合図等の方

法」を通知することを要したのに、かかる

措置を怠った点において被告人らには規則

六六七条二号の違反があったものと解する

のが相当である」と判示した。 
 
〈判決から汲み取り得る示唆〉 
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 「機械等の貸与を受けた者」（安衛法第

33 条第 2 項）の解釈について、形式的な解

釈ではなく、労働災害発生防止という目的

に照らした柔軟な解釈がなされていること

が窺える。 
 規則第 667 条第 1 号の確認義務について

は、労働災害発生防止の見地から受貸与者

に法定資格の確認を義務付けた同号の法意

を重視し、結果的に法定の有資格者であっ

たとしても、確認義務の懈怠については可

罰的違法性があるとの判断を示している。

これは、労働災害防止において、危害防止

基準の遵守が最も重要であること 41を踏ま

えた解釈と考えられる。 
規則第 667 条第 2 号については、労働災

害発生防止という目的に照らして、「連絡、

合図等の方法」を具体的に検討しているこ

とが窺える。 
 
(2) 町からけい船杭新設工事を行うための

地質調査を依頼され、その地質調査用のボ

ーリング櫓のクレーン車による据付作業を

原告会社に依頼した被告会社に対する原告

の損害賠償請求につき、オペレーター付建

設機械のリースを受けた場合に求められる

安全管理義務を被告会社は尽くしていると

して、原告の請求が認められなかった事例

（高松地判平成 3年5月 23日判例地方自治

91 号 71 頁（確定））42 
 
〈事実の概要〉 
 事故が起こった香川県香川郡直島宮ノ浦

港は、島民交通の重要拠点となっていた。

そのため、改良工事の必要に迫られ、過去

四度改良工事を、当該港の港湾施設の設置、

管理者である被告直島町（以下「Y1」とい

う）が行っていた。今回も、宮ノ浦港の改

修（局改）事業として Y1 は、けい船杭（マ

イナス三メートル）の新設工事を行うこと

になった。そこで同工事に先立ち、新設箇

所付近の海底の地質調査等をするため、地

質調査等を業務内容とする被告会社（以下

「Y2」という）に同調査を依頼した。さら

に、Y2 は、地質調査用の櫓を、宮ノ浦港一

号物揚場（以下「本件物揚場」という）先

の海中に、クレーン車で据付ける作業を、

重量物運搬及び据付等を業務内容とする原

告会社（以下「X」という）に依頼した。X
の従業員 A は、昭和 58 年 7 月 2 日午前 10
時頃、X 所有のクレーン車（以下「本件ク

レーン車」という）を運転し、地質調査用

の櫓を、本件クレーン車で吊り上げ、海中

に降ろし、据付ける作業を行っていたとこ

ろ、本件クレーン車の土台となっている地

盤が突然陥没、崩壊した。そのため、本件

クレーン車は、安定性を失い、櫓と一緒に

海中に転落、水没した（以下「本件事故」

という）。 
 そこで、X は Y2 に対して次のように主張

した。すなわち、X と Y2 はオペレーター付

クレーン車のリース契約を締結したが、Y2
は本件物揚場上でのクレーン車使用につい

て、その安全性につき本件物揚場の設置、

管理者である Y1 に十分に質し、又は、作

業に際し、地盤に鉄板を敷設する等の指示

もしくは手配し、また、少なくとも右安全

性についての疑念を X に告知し、X をして

適切な措置をとらしめる義務があるのに、

Y2 は何らの措置もとらず、かえって、右作

業の安全性を保証して原告をして作業を開

始させたため、本件事故が発生したのであ

るから、Y2 は、債務不履行により、X の被
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 「機械等の貸与を受けた者」（安衛法第

33 条第 2 項）の解釈について、形式的な解

釈ではなく、労働災害発生防止という目的

に照らした柔軟な解釈がなされていること

が窺える。 
 規則第 667 条第 1 号の確認義務について

は、労働災害発生防止の見地から受貸与者

に法定資格の確認を義務付けた同号の法意

を重視し、結果的に法定の有資格者であっ

たとしても、確認義務の懈怠については可

罰的違法性があるとの判断を示している。

これは、労働災害防止において、危害防止

基準の遵守が最も重要であること 41を踏ま

えた解釈と考えられる。 
規則第 667 条第 2 号については、労働災

害発生防止という目的に照らして、「連絡、

合図等の方法」を具体的に検討しているこ

とが窺える。 
 
(2) 町からけい船杭新設工事を行うための

地質調査を依頼され、その地質調査用のボ

ーリング櫓のクレーン車による据付作業を

原告会社に依頼した被告会社に対する原告

の損害賠償請求につき、オペレーター付建

設機械のリースを受けた場合に求められる

安全管理義務を被告会社は尽くしていると

して、原告の請求が認められなかった事例

（高松地判平成 3年5月 23日判例地方自治

91 号 71 頁（確定））42 
 
〈事実の概要〉 
 事故が起こった香川県香川郡直島宮ノ浦

港は、島民交通の重要拠点となっていた。

そのため、改良工事の必要に迫られ、過去

四度改良工事を、当該港の港湾施設の設置、

管理者である被告直島町（以下「Y1」とい

う）が行っていた。今回も、宮ノ浦港の改

修（局改）事業として Y1 は、けい船杭（マ

イナス三メートル）の新設工事を行うこと

になった。そこで同工事に先立ち、新設箇

所付近の海底の地質調査等をするため、地

質調査等を業務内容とする被告会社（以下

「Y2」という）に同調査を依頼した。さら

に、Y2 は、地質調査用の櫓を、宮ノ浦港一

号物揚場（以下「本件物揚場」という）先

の海中に、クレーン車で据付ける作業を、

重量物運搬及び据付等を業務内容とする原

告会社（以下「X」という）に依頼した。X
の従業員 A は、昭和 58 年 7 月 2 日午前 10
時頃、X 所有のクレーン車（以下「本件ク

レーン車」という）を運転し、地質調査用

の櫓を、本件クレーン車で吊り上げ、海中

に降ろし、据付ける作業を行っていたとこ

ろ、本件クレーン車の土台となっている地

盤が突然陥没、崩壊した。そのため、本件

クレーン車は、安定性を失い、櫓と一緒に

海中に転落、水没した（以下「本件事故」

という）。 
 そこで、X は Y2 に対して次のように主張

した。すなわち、X と Y2 はオペレーター付

クレーン車のリース契約を締結したが、Y2
は本件物揚場上でのクレーン車使用につい

て、その安全性につき本件物揚場の設置、

管理者である Y1 に十分に質し、又は、作

業に際し、地盤に鉄板を敷設する等の指示

もしくは手配し、また、少なくとも右安全

性についての疑念を X に告知し、X をして

適切な措置をとらしめる義務があるのに、

Y2 は何らの措置もとらず、かえって、右作

業の安全性を保証して原告をして作業を開

始させたため、本件事故が発生したのであ

るから、Y2 は、債務不履行により、X の被
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った損害を賠償する責任があると主張した。 
 これに対し、Y2 は、次のように主張した。

すなわち、X と締結したのは請負契約なの

で、クレーン車使用の安全性確保の注意義

務は、請負人である X が全面的に負うべき

である。また、仮に X の主張通り締結した

契約がリース契約だとしても、X が地盤養

生を怠る等の過失によって本件事故は発生

しているのであるから、Y2 には過失責任は

ないと主張した 43。 
 
<判旨～一部認容・一部棄却～> 
 「原告は、被告田村ボーリングに対し、

四五トンクレーン車をオペレーター付で一

日当り八万円の料金でリースしたものと認

めるのが相当である。四五トンクレーン車

は、後に八〇トンクレーン車（本件クレー

ン車）に変更されたが、右認定を左右する

ものではない。そこで、建設機械の（オペ

レーター付）リースの場合における安全管

理責任に関する法令の規制についてみると、

まずリース業者側については、「機械等で、

政令で定めるもの（移動式クレーンはこれ

に当る）を他の事業者に貸与する者で労働

省令で定めるものは、当該機械等の貸与を

受けた事業者の事業場における当該機械等

による労働災害を防止するため必要な措置

を講じなければならない」（労安衛法三三

条、同施行令一〇条）と定めている。 
 一方、リースを受けた側の義務について

は、「機械等貸与者から機械等の貸与を受

けた者は、当該機械等を操作する者がその

使用する労働者でないときは、当該機械等

の操作による労働災害を防止するため必要

な措置を講じなければならない」（労安衛

法三三条二項）と定め、「オペレーター付

で機械等を借受けた事業者は、（１）当該

オペレーターが、その機械等の操作につい

て法令に基づき必要とされる資格又は技能

を有する者であることを確認すること、

（２）オペレーターについて、作業の内容、

指揮の系統、連絡・合図等の方法、運行の

経路、制限速度その他機械等の運行に関す

る事項、その他当該機械等の操作による労

働災害を防止するために必要な事項を通知

すること、について措置を講じなければな

らない」（労安衛規則六六七条）と定めて

いる。そして、オペレーターについては、

「機械等を操作する者は、機械等の貸与を

受けた者が同項（労安衛法三三条二項）の

規定により講ずる措置に応じて、必要な事

項を守らなければならない」（同条三項）、

「機械等を操作する者は、機械等の貸与を

受けた者から同条（労安衛規則六六七条）

二号に掲げる事項について通知を受けたと

きは、当該事項を守らなければならない」

（同規則六六八条）と定めている。更に、

オペレーターの資格については、「移動式

クレーン運転士免許は、移動式クレーン運

転士免許試験に合格した者等に対し、都道

府県労働基準局長が与えるものとする」（ク

レーン等安全規則二二九条）とし、「移動

式クレーン運転士免許試験は、学科試験及

び実技試験によつて行なう。学科試験は、

次の科目について行なう。（１）移動式ク

レーンに関する知識、（２）原動機及び電

気に関する知識（３）移動式クレーンの運

転のために必要な力学に関する知識、（４）

関係法令。実技試験は、次の科目について

行なう。（１）移動式クレーンの運転、（２）

移動式クレーンの運転のための合図」（同

規則二三二条）と定めている（なお、移動
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式クレーン運転免許試験の実施についての

細則につき、クレーン運転士免許試験、移

動式クレーン運転士免許試験及びデリツク

運転士免許試験規程三条、四条参照）。右

法令の趣旨、内容からすれば、移動式クレ

ーンのオペレーター付リースの場合、リー

スを受けた者は、オペレーターに対し、作

業内容、指揮の系統、連絡・合図等の方法、

その他移動式クレーンの操作による労働災

害を防止するために必要な事項を通知する

義務を負うが、右義務以上に安全管理義務

を負うものではないというべきである。こ

のことは、移動式クレーンの運転について

は、専門的かつ技術的知識、経験を必要と

し、リースを受けた者がオペレーターを指

揮監督できる能力を必ずしも有しないこと

によるものと考えられる。そうすると、移

動式クレーンの運転操作に付随する安全確

保に関する注意義務は、原則としてリース

業者から派遣された資格を有するオペレー

ター、最終的にはリース業者側がこれを負

担すべきものと考えられる。 
 これを本件についてみるに、前記１（五）

に認定したとおり、被告田村ボーリングの

従業員であるＲらは、本件クレーン車のオ

ペレーターであるＱに対し、本件櫓の構造

や重量及び据付場所等を指示説明し、作業

内容を通知すべき義務を果たしている。そ

して、クレーン車をどの場所に据え付ける

か、据付場所の地盤の地耐力は十分か、十

分でない場合、地盤養生のためにどのよう

な措置を講ずべきか等の問題については、

被告田村ボーリング側で特別な知識を有し

ておれば格別であるが、そのような事実は

認められないので、右の問題についての判

断は、資格を有するオペレーターであるＱ

又は本件事故現場で本件クレーン車の据付

作業を指揮した原告代表取締役であるＥ

（同人も移動式クレーン運転士免許を有す

る）においてなすべきものである。 
 よつて、被告田村ボーリングとしては、

その尽すべき義務を果しているというべき

であり、過失があるとは認められない。 
 従つて、請求原因３（一）（被告田村ボ

ーリングの責任）の事実を認めるに足りな

い。」と判示した。 
 
〈判決から汲み取り得る示唆〉 
 リース業者、リースを受けた者、オペレ

ーターの義務について、法令上の根拠を挙

げながら具体的な検討がなされている。オ

ペレーターについては、移動式クレーン運

転士免許試験の試験内容及び科目等にも言

及され、その能力が明らかにされている。 
その上で、それぞれの能力に照らして、

移動式クレーンの運転操作に付随する安全

確保に係る注意義務の負担者を定めている。 
 このように、裁判所においても、労働災

害発生防止の目的に照らして、個々の注意

義務の負担者を個々人の能力に照らして具

体的に検討していることが窺える 44。 
 
２ 第 34 条 
 
２．１ 条文 
（建築物貸与者の講ずべき措置等） 
第三十四条 建築物で、政令で定めるもの

を他の事業者に貸与する者（以下「建築物

貸与者」という。）は、当該建築物の貸与

を受けた事業者の事業に係る当該建築物に

よる労働災害を防止するため必要な措置を

講じなければならない。ただし、当該建築
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式クレーン運転免許試験の実施についての

細則につき、クレーン運転士免許試験、移

動式クレーン運転士免許試験及びデリツク

運転士免許試験規程三条、四条参照）。右

法令の趣旨、内容からすれば、移動式クレ

ーンのオペレーター付リースの場合、リー

スを受けた者は、オペレーターに対し、作

業内容、指揮の系統、連絡・合図等の方法、

その他移動式クレーンの操作による労働災

害を防止するために必要な事項を通知する

義務を負うが、右義務以上に安全管理義務

を負うものではないというべきである。こ

のことは、移動式クレーンの運転について

は、専門的かつ技術的知識、経験を必要と

し、リースを受けた者がオペレーターを指

揮監督できる能力を必ずしも有しないこと

によるものと考えられる。そうすると、移

動式クレーンの運転操作に付随する安全確

保に関する注意義務は、原則としてリース

業者から派遣された資格を有するオペレー

ター、最終的にはリース業者側がこれを負

担すべきものと考えられる。 
 これを本件についてみるに、前記１（五）

に認定したとおり、被告田村ボーリングの

従業員であるＲらは、本件クレーン車のオ

ペレーターであるＱに対し、本件櫓の構造

や重量及び据付場所等を指示説明し、作業

内容を通知すべき義務を果たしている。そ

して、クレーン車をどの場所に据え付ける

か、据付場所の地盤の地耐力は十分か、十

分でない場合、地盤養生のためにどのよう

な措置を講ずべきか等の問題については、

被告田村ボーリング側で特別な知識を有し

ておれば格別であるが、そのような事実は

認められないので、右の問題についての判

断は、資格を有するオペレーターであるＱ

又は本件事故現場で本件クレーン車の据付

作業を指揮した原告代表取締役であるＥ

（同人も移動式クレーン運転士免許を有す

る）においてなすべきものである。 
 よつて、被告田村ボーリングとしては、

その尽すべき義務を果しているというべき

であり、過失があるとは認められない。 
 従つて、請求原因３（一）（被告田村ボ

ーリングの責任）の事実を認めるに足りな

い。」と判示した。 
 
〈判決から汲み取り得る示唆〉 
 リース業者、リースを受けた者、オペレ

ーターの義務について、法令上の根拠を挙

げながら具体的な検討がなされている。オ

ペレーターについては、移動式クレーン運

転士免許試験の試験内容及び科目等にも言

及され、その能力が明らかにされている。 
その上で、それぞれの能力に照らして、

移動式クレーンの運転操作に付随する安全

確保に係る注意義務の負担者を定めている。 
 このように、裁判所においても、労働災

害発生防止の目的に照らして、個々の注意

義務の負担者を個々人の能力に照らして具

体的に検討していることが窺える 44。 
 
２ 第 34 条 
 
２．１ 条文 
（建築物貸与者の講ずべき措置等） 
第三十四条 建築物で、政令で定めるもの

を他の事業者に貸与する者（以下「建築物

貸与者」という。）は、当該建築物の貸与

を受けた事業者の事業に係る当該建築物に

よる労働災害を防止するため必要な措置を

講じなければならない。ただし、当該建築
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物の全部を一の事業者に貸与するときは、

この限りでない。 
 
２．２ 趣旨と内容 
２．２．１ 趣旨 
 一つの建築物を貸工場又は貸事務所とし

て二以上の事業場に貸し付ける者は、その

貸工場等による労働災害を防止するために

必要な措置を講じなければならないことを

定めたものである 45。 
 
２．２．２ 内容 
 ⑴ 概要 
 事務所または工場の用に供する建築物を

他の事業者に貸与する者は、当該建築物に

より、貸与を受けた事業者の労働者が労働

災害を受けることのないよう、その防止の

ために必要な措置を講じなければならない

（法第 34 条、第 36 条、令第 11 条）。 
 すなわち、一の建築物を数事業者に貸与

する、いわゆる雑居ビル、工場アパートに

ついては、そのような建物の一室を借りた

者は、事業者として当然所定の労働災害防

止義務を負うわけであるが、当該建築物に

ついて完全な管理権原を有しないところか

ら、その内容によっては、その実効を期し

得ないような場合がある。 
 そこで、本条は、事務所または工場の用

に供される建築物の管理について権原を有

する者（建築物貸与者）に避難用出入口の

表示、警報設備の備付けおよび有効保持、

所定の数の便所の設置など一定の措置を講

ずべきことを義務づけて、当該建築物によ

る労働災害を防止しようとするものである

（安衛則第 670 条から第 678 条まで、およ

び石綿障害予防規則第 10 条第 4 項）。 

 ただし、一の事業者に当該建築物の全部

を貸す場合には、その貸与を受けた者が、

当該建築物の全部を有効に管理することが

できるので、そのような場合には、建築物

の貸与者には本条の義務は課されない（法

第 34 条ただし書 46）。 
 
 ⑵ 規制の対象 
 本条の規制の対象となるのは、事務所又

は工場の用に供される建築物であり（令第

11 条）、貸与は有償・無償を問わない（昭

48・3・19 基発第 145 号）。また、本条の

対象とされる工場又は事務所には、仮設の

ものも含まれ、元請事業者が二以上の下請

事業者に仮設の建設事務所を貸与する場合

にも本条は適用される（同前）47。 
 
 (3) 講ずべき措置の具体的内容 48 
 建築物貸与者が講ずべき具体的な措置の

内容は、次のとおり定められている。 
 ①建築物の避難用の出入口、通路、すべ

り台、避難用はしご等の避難用の器具で、

その建築物の貸与を受けた二以上の事業者

が共用するものについては、避難用である

旨の表示をし、かつ、容易に利用すること

ができるように保持するとともに、その出

入口又は通路に設ける戸を引戸又は外開戸

とすること（則第 670 条） 
 ②建築物の貸与を受けた事業者が危険物

等を扱うとき、又は就業する労働者が五〇

人以上のときには、非常の場合の警報設備

等を備え、かつ、有効に作動するように保

持すること（則第 671 条） 
 ③工場の用に供される建築物で、○イ局所

排気装置、○ロプッシュプル型換気装置、○ハ

全体換気装置、○二排気処理装置、○ホ排液処

－ 913 －



分担研究報告書（淀川 亮） 

  

理装置のいずれかの装置を設けたものを貸

与する場合において、建築物の貸与を受け

た二以上の事業者がその装置の全部又は一

部を共用することとなるときは、その共用

部分の機能を有効に保持するため、点検、

補修等の必要な措置を講ずること（則第

672 条） 
 ④工場の用に供される建築物で飲用又は

食器洗浄用の水を供給する設備を設けたも

のを貸与するときは、その給水設備を、水

道法第 3 条第 9 項に規定する給水装置又は

同法第 4 条の水質基準に適合する水を供給

することができる設備とすること（則第

673 条） 
 ⑤工場の用に供される建築物で排水に関

する設備を設けたものを貸与するときは、

設備の正常な機能が阻害されることにより

汚水の漏水等が生じないよう、補修その他

必要な措置を講ずること（則第 674 条） 
 ⑥工場の用に供される建築物を貸与する

ときは、建築物の清潔を保持するため、建

築物の貸与を受けた事業者との協議等によ

り、清掃及びねずみ、昆虫等の防除に係る

措置として、次の各号に掲げる措置を講ず

ること（則第 675 条） 
  イ 日常行う清掃のほか、大掃除を、六

カ月以内ごとに一回、定期に、統一的に行

うこと 
  ロ ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場

所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等によ

る被害の状況について、六カ月以内ごとに

一回、定期に、統一的に調査を実施し、調

査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生

を防止するため必要な措置を講ずること 
  ハ ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤

又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医

療機器等の品質、有効性及び安全性の確保

等に関する法律第 14 条又は第 19 条の 2 の

規定による承認を受けた医薬品又は医薬部

外品を用いること 
 ⑦建築物の貸与を受けた事業者から、局

所排気装置、騒音防止のための障壁その他

労働災害を防止するため必要な設備の設置

について、設備の設置に伴う建築物の変更

の承認、設備の設置の工事に必要な施設の

利用等の便宜の供与を求められたときは、

これを供与するようにすること（則第 676
条） 
 ⑧貸与する建築物に設ける便所で二以上

の事業者が共用するものについては、則第

628 条第 1 項各号に定める基準に適合する

ように講ずるとともに、労働者数に応じて

設けるべき便房等については、共用する事

業者の労働者数に合算した数に基づいて設

けるものとすること（則第 677 条） 
 ⑨建築物内で火災の発生、特に有害な化

学物質の漏洩等の非常の事態が発生したと

きに用いる警報を、あらかじめ統一的に定

め、これを建築物の貸与を受けた事業者に

周知させるとともに、建築物の内部に則第

640 条第 1 項第 1 号、第 3 号又は第 4 号に

掲げる事故現場等があるときは、事故現場

等を表示する標識を統一的に定め、これを

建築物の貸与を受けた事業者に周知させる

措置を講ずること（則第 678 条） 
 ⑩建築物の貸与を受けた二以上の事業者

が共用する廊下の壁等に吹き付けられた石

綿等又は張り付けられた保温材、耐火被覆

材等が損傷、劣化等により石綿等の除去、

封じ込め、囲い込み等の措置を講ずること

（石綿障害予防規則第 10 条第 4 項） 
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理装置のいずれかの装置を設けたものを貸

与する場合において、建築物の貸与を受け

た二以上の事業者がその装置の全部又は一

部を共用することとなるときは、その共用

部分の機能を有効に保持するため、点検、

補修等の必要な措置を講ずること（則第

672 条） 
 ④工場の用に供される建築物で飲用又は

食器洗浄用の水を供給する設備を設けたも

のを貸与するときは、その給水設備を、水

道法第 3 条第 9 項に規定する給水装置又は

同法第 4 条の水質基準に適合する水を供給

することができる設備とすること（則第

673 条） 
 ⑤工場の用に供される建築物で排水に関

する設備を設けたものを貸与するときは、

設備の正常な機能が阻害されることにより

汚水の漏水等が生じないよう、補修その他

必要な措置を講ずること（則第 674 条） 
 ⑥工場の用に供される建築物を貸与する

ときは、建築物の清潔を保持するため、建

築物の貸与を受けた事業者との協議等によ

り、清掃及びねずみ、昆虫等の防除に係る

措置として、次の各号に掲げる措置を講ず

ること（則第 675 条） 
  イ 日常行う清掃のほか、大掃除を、六

カ月以内ごとに一回、定期に、統一的に行

うこと 
  ロ ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場

所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等によ

る被害の状況について、六カ月以内ごとに

一回、定期に、統一的に調査を実施し、調

査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生

を防止するため必要な措置を講ずること 
  ハ ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤

又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医

療機器等の品質、有効性及び安全性の確保

等に関する法律第 14 条又は第 19 条の 2 の

規定による承認を受けた医薬品又は医薬部

外品を用いること 
 ⑦建築物の貸与を受けた事業者から、局

所排気装置、騒音防止のための障壁その他

労働災害を防止するため必要な設備の設置

について、設備の設置に伴う建築物の変更

の承認、設備の設置の工事に必要な施設の

利用等の便宜の供与を求められたときは、

これを供与するようにすること（則第 676
条） 
 ⑧貸与する建築物に設ける便所で二以上

の事業者が共用するものについては、則第

628 条第 1 項各号に定める基準に適合する

ように講ずるとともに、労働者数に応じて

設けるべき便房等については、共用する事

業者の労働者数に合算した数に基づいて設

けるものとすること（則第 677 条） 
 ⑨建築物内で火災の発生、特に有害な化

学物質の漏洩等の非常の事態が発生したと

きに用いる警報を、あらかじめ統一的に定

め、これを建築物の貸与を受けた事業者に

周知させるとともに、建築物の内部に則第

640 条第 1 項第 1 号、第 3 号又は第 4 号に

掲げる事故現場等があるときは、事故現場

等を表示する標識を統一的に定め、これを

建築物の貸与を受けた事業者に周知させる

措置を講ずること（則第 678 条） 
 ⑩建築物の貸与を受けた二以上の事業者

が共用する廊下の壁等に吹き付けられた石

綿等又は張り付けられた保温材、耐火被覆

材等が損傷、劣化等により石綿等の除去、

封じ込め、囲い込み等の措置を講ずること

（石綿障害予防規則第 10 条第 4 項） 
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⑶ 罰則 
  建築物貸与者が、本条の規定に違反して、

必要な措置を講じない場合には、六カ月以

下の懲役又は五〇万円以下の罰金に処せら

れる（法第 119 条第 1 号）49。 
 
 ⑷ 解釈例規 
昭四七・九・一八基発第六〇二号は、令

第一一条で定める建築物の全部の貸与を受

けた者が、それを他の事業者に転貸する場

合には、その転貸者を本条の「建築物貸与

者」とすること、を示している 50。 
昭四七・九・一八基発第六○一号の一は、

労働安全衛生規則第 671 条の「警報用の設

備」または「警報用の器具」は、第 548 条

において定めるものと同様であること、を

示している 51。 
昭四七・九・一八基発第六○一号の一は、

労働安全衛生規則第 672 条の「必要な措置」

には、建築物の貸与を受ける事業者間に協

議組織を設置させ、相互に点検等を励行さ

せることを含むこと、を示している。また、

「点検、補修等」の「等」には、これらの

装置の内部のそうじおよびこれら装置の機

能を有限に保持するための使用基準の設定

が含まれること、を示している 52。 
昭四七・九・一八基発第六○一号の一は、

労働安全衛生規則第 673 条に関し、水道法

第 3 条第 8 項〔現行＝第 9 項〕の給水装置

以外の設備を設けているときは、第 627 条

第 2 項に規定する水を供給しなければなら

ないこと、を示している 53。 
昭四七・九・一八基発第六○一号の一は、

労働安全衛生規則第 674 条の「排水に関す

る設備」には、排水処理のための配管、溝、

槽、ピット、ポンプがあること、を示して

いる。また、「漏水等」の「等」には、滞

留および溢があること、を示している。さ

らに、「その他の必要な措置」は、第 672
条関係の「必要な措置」の解釈と同様であ

ること、を示している 54。 
平一六・六・二一 基発第〇六二一〇〇四

号は、労働安全衛生規則第 675 条に関し、

今回の改正は、ねずみ、昆虫等の生息の有

無に関わらず防除を行うのではなく、その

生息状況等を調査した上で、その結果に基

づき、適切な防除を実施する等合理的な防

除を行うことができることを明確にしたも

のであり、従来の考え方を変更したもので

はないこと、を示している。また、防除の

ため、殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合に

は、薬事法（昭和三五年法律第一四五号）

上の承認を受けた医薬品又は医薬部外品を

用いなければならないことについても併せ

て明確にしたものであること、を示してい

る 55。 
昭四七・九・一八基発第六○一号の一は、

労働安全衛生規則第 676 条の「建築物の変

更」には、局所排気装置のダクトを取り付

けるための壁、天井、床等を改造すること、

採光のため窓を設けることがあること、を

示している。また、「工事に必要な施設」

には、建築物貸与者の管理に係る電気、ガ

スまたは水道の施設があること、を示して

いる 56。 
昭四七・九・一八基発第六○一号の一は、

労働安全衛生規則第 677 条の「労働者数を

合算した数」には、貸与された事業者の労

働者のみならず、その建築物内で作業する

貸与者の労働者数が含まれるものであるこ

と、を示している 57。 
 昭四七・一一・一五 基発第七二五号は、
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労働安全衛生法施行令第 11 条の「事務所の

用に供される建築物」に関し、当該建築物

が主として事務所（事務所衛生基準規則第

一条第一項の事務所をいう。）の用に供さ

れるものをいう、と示している 58。 
 
２．３ 関連規定 
 ⑴ 法第 33 条：本条の対象となる機械等

の種類は、移動式クレーン、車両系建設機

械や不整地運搬車、高所作業車（令第 10 条）

である。これらの機械等を貸与する場合、

機械等貸与者の義務としては機械等の事前

の点検や補修等の実施及び機械等の能力、

特性等に関する書面の交付（則第 666 条）

をすること、機械等の貸与（操作者付きの

場合）を受けた者の義務としては必要な資

格を有する者であることの確認及び作業内

容、指揮系統、合図の方法等の通知（則第

667 条）をすること、機械等のその操作者

の義務としては機械等の貸与を受けた者か

らの通知事項を守る（則第 668 条）ことが

定められている。法第 33 条第 1 項又は同条

第 2 項違反には、六月以下の懲役又は五〇

万円以下の罰金（両罰規定）が定められて

いる。同条第 3 項違反には、五〇万円以下

の罰金（両罰規定）が定められている 59。 
  
 ⑵ 法第 35 条： 荷の発送者（最初に運送

ルートにのせる者）は、見やすく、かつ、

容易に消滅しない方法で、当該貨物にその

重量を表示（包装されていない貨物で、そ

の重量が一見して明らかであるものを除

く。）しなければならないことを規定して

いる。違反には、六月以下の懲役又は五〇

万円以下の罰金（両罰規定）が定められて

いる 60。 

 
⑶ 法第 98 条：本条は、法第 34 条の規定

により建築物貸与者に、当該建築物の貸与

を受けた事業者の事業に係る当該建築物に

よる労働災害を防止するため講ずべき必要

な措置が講じられていない事実がある場合

に都道府県労働局長又は労働基準監督署長

が、関係者に対して、作業の全部又は一部

の停止、建築物等の全部又は一部の使用の

停止又は変更その他、労働災害を防止する

ため必要な事項を命じることができること

を規定したものである 61。 
 
 ⑷ 法第 100 条：本条は、労働基準監督機

関が本法を施行するため必要があるときに、

厚生労働省令で定めるところにより、関係

者に対し、必要な事項を報告させ、又は出

頭を命じることができることを定めている

62。関係者には、建築物貸与者も含まれる。 
 
 ⑸ 法第 102 条：工作物の所在する場所又

はその附近で工事その他の仕事を行う事業

者から、その工作物による労働災害の発生

を防止するためにとるべき措置についての

教示を求められた場合には、ガス工作物、

電気工作物、熱供給施設、石油パイプライ

ンの工作物を設けている者は、その工作物

による労働災害の発生を防止するためにと

るべき措置を教示しなければならないこと

を規定している。違反に対する罰則はない

63。 
 
２．４ 沿革 
 現行安衛法制定当時において、一つの建

築物を複数の事業者に貸与する、いわゆる

雑居ビルや工場アパートが増加していたが、
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労働安全衛生法施行令第 11 条の「事務所の

用に供される建築物」に関し、当該建築物

が主として事務所（事務所衛生基準規則第

一条第一項の事務所をいう。）の用に供さ

れるものをいう、と示している 58。 
 
２．３ 関連規定 
 ⑴ 法第 33 条：本条の対象となる機械等

の種類は、移動式クレーン、車両系建設機

械や不整地運搬車、高所作業車（令第 10 条）

である。これらの機械等を貸与する場合、

機械等貸与者の義務としては機械等の事前

の点検や補修等の実施及び機械等の能力、

特性等に関する書面の交付（則第 666 条）

をすること、機械等の貸与（操作者付きの

場合）を受けた者の義務としては必要な資

格を有する者であることの確認及び作業内

容、指揮系統、合図の方法等の通知（則第

667 条）をすること、機械等のその操作者

の義務としては機械等の貸与を受けた者か

らの通知事項を守る（則第 668 条）ことが

定められている。法第 33 条第 1 項又は同条

第 2 項違反には、六月以下の懲役又は五〇

万円以下の罰金（両罰規定）が定められて

いる。同条第 3 項違反には、五〇万円以下

の罰金（両罰規定）が定められている 59。 
  
 ⑵ 法第 35 条： 荷の発送者（最初に運送

ルートにのせる者）は、見やすく、かつ、

容易に消滅しない方法で、当該貨物にその

重量を表示（包装されていない貨物で、そ

の重量が一見して明らかであるものを除

く。）しなければならないことを規定して

いる。違反には、六月以下の懲役又は五〇

万円以下の罰金（両罰規定）が定められて

いる 60。 

 
⑶ 法第 98 条：本条は、法第 34 条の規定

により建築物貸与者に、当該建築物の貸与

を受けた事業者の事業に係る当該建築物に

よる労働災害を防止するため講ずべき必要

な措置が講じられていない事実がある場合

に都道府県労働局長又は労働基準監督署長

が、関係者に対して、作業の全部又は一部

の停止、建築物等の全部又は一部の使用の

停止又は変更その他、労働災害を防止する

ため必要な事項を命じることができること

を規定したものである 61。 
 
 ⑷ 法第 100 条：本条は、労働基準監督機

関が本法を施行するため必要があるときに、

厚生労働省令で定めるところにより、関係

者に対し、必要な事項を報告させ、又は出

頭を命じることができることを定めている

62。関係者には、建築物貸与者も含まれる。 
 
 ⑸ 法第 102 条：工作物の所在する場所又

はその附近で工事その他の仕事を行う事業

者から、その工作物による労働災害の発生

を防止するためにとるべき措置についての

教示を求められた場合には、ガス工作物、

電気工作物、熱供給施設、石油パイプライ

ンの工作物を設けている者は、その工作物

による労働災害の発生を防止するためにと

るべき措置を教示しなければならないこと

を規定している。違反に対する罰則はない

63。 
 
２．４ 沿革 
 現行安衛法制定当時において、一つの建

築物を複数の事業者に貸与する、いわゆる

雑居ビルや工場アパートが増加していたが、
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そのような建築物の一部を借りた者に対し

て労働災害の防止を義務づけても、その内

容によっては実効を期し得ないような場合

が少なくない 64。このような観点から同条

が制定されたものと考えられる。 
 
２．５ 運用 
２．５．１ 適用の実際 6566 
⑴ 厚生労働省労働基準局監督課が令和 2
年9月30日に公表した労働基準関係法令違

反に係る公表事案（令和元年 9 月 1 日～令

和 2 年 8 月 31 日公表分 ＊各都道府県労働

局が公表した際の内容を集約したもの）に

よると、対象条文違反はなかった。 
⑵ 厚生労働省労働基準局「労働基準監督年

報」（平成 31 年・令和元年、平成 30 年、

平成 29 年、平成 28 年）には、労働安全衛

生法第 33 条・第 34 条の違反件数が挙げら

れているが適用条文の内訳は明らかにされ

ていない。詳細は、第 33 条「１．５．１ 適

用の実際」を参照されたい。 
 
２．５．２ 関係判例 
 関連する公刊裁判例は、特に掲記するも

のがない。 
 
Ｅ．結論 
 安衛法は、労働災害発生防止という目的

に照らした柔軟な解釈がなされてきていた

が、現行法の制定により、労働者を直接雇

用する使用者以外の者に、どのような場面

でどのような措置を義務付けるかが、かな

りの程度明らかにされた。 
第 33 条と第 34 条は、工場法、労働基準

法等に直接的な定めがなく、「場所」や「物」

の管理権原に着目した規制として、現行法

の制定にて新たに導入された規定である。 
 このように、安全衛生に影響を及ぼす者

を広く取り込む管理体制の構築が、現行法

の特徴の 1 つであり、実際に労災防止効果

を生んだ要素の 1 つと解される（このこと

は、本研究事業で別途実施した社会調査の

結果からも窺える）。 
 従って、今後の安衛法の改正に際しても、

時代状況の変化に応じつつ、労災防止に大

きな影響を持つ者を広く取り込む管理体制

の構築を図る必要があると解される。 
 
Ｆ．研究発表 

1．論文発表 
なし。 
2．学会発表 
なし。 

 
Ｇ．知的所有権の取得状況 

1．特許取得 
該当せず。 

2．実用新案登録 
 該当せず。 

3．その他 
 該当せず。 
Ｈ．引用文献 
 脚注を参照されたい。 
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【移動式クレーン】 

 
（株式会社加藤製作所のウェブサイト（ http://www.kato-works.co.jp/products/roughter/
mr130rf2.html 最終閲覧日：2021 年 10 月 29 日）より） 
 

 

（撮影者：玉泉孝次氏） 
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【移動式クレーン】 

 
（株式会社加藤製作所のウェブサイト（ http://www.kato-works.co.jp/products/roughter/
mr130rf2.html 最終閲覧日：2021 年 10 月 29 日）より） 
 

 

（撮影者：玉泉孝次氏） 
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【不整地運搬車】 

 
（角田淳氏のブログ（ http://itetama.jp/blog-entry-74.html 最終閲覧日：2020 年 10 月 10
日）より） 
 
【高所作業車】 

 
（角田淳氏のブログ（ http://itetama.jp/blog-entry-74.html 最終閲覧日：2020 年 10 月 10
日）より） 
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【建設用クレーンの標準合図法】 

 

（株式会社つくし工房のウェブサイト（ https://www.tukusi.co.jp/commodity/list/35.html
 最終閲覧日：2021 年 10 月 29 日）より） 
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【建設用クレーンの標準合図法】 

 

（株式会社つくし工房のウェブサイト（ https://www.tukusi.co.jp/commodity/list/35.html
 最終閲覧日：2021 年 10 月 29 日）より） 
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【建築物等（労働安全衛生法第 34 条）の例】 

 
（角田淳氏のブログ（ http://itetama.jp/blog-entry-76.html 最終閲覧日：2020 年 10 月 10
日）より） 
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内で、複数の会社が仕分け作業を受託してそこで多くの労働者が作業をしている場合、冷

蔵倉庫内に複数のピッキング・梱包業者が賃貸で入居し、そこで労働者に要冷蔵食品の仕

分け等を行わせている場合、運送業者において荷主事業場や中継倉庫の構内で荷の積卸な

どの作業をする場合等がある。また、労働災害としては、あらゆるものがあるが、例えば、

通路のコンクリートに劣化で穴が空き転倒災害が発生する場合、自動ドアに挟まれる場合、

冷蔵庫に閉じ込められる場合等がある。（森山誠也氏のご教示による）。 
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厚生労働行政推進調査事業費補助金 
（政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）） 

分担研究報告書 

労働安全衛生法第 35 条及び第 36 条の逐条解説 

  
研究協力者 森山 誠也  労働基準監督官 

 
研究要旨 
本稿は、労働安全衛生法（昭和 47 年 6月 8日法律第 57 号）第 35 条及び第 36 条の規定

に係る逐条解説である。 

第 35 条は、何人
なんぴと

も、1 の貨物で重量 1トン以上のものを発送する場合はその重量を表示
しなければならないという規定であり、1929 年に採択された ILO 第 27 号条約の国内担保
法であるが、同条約が船舶で運送される貨物に限定したものであるのに対して、本条はそ
れ以外の貨物にも適用される。 
本条約は時代遅れのものとして国際労働機関（ILO）において改正の必要性が決定され

たものであるが、それは荷の重量表示等の必要性が失われたからではなく、時代に合わせ
た改正が求められたからであり、事実、船舶安全分野においては、1974 年 SOLAS条約の
改正により国際海上コンテナの重量確定制度が強化・精緻化される流れとなっている。 

本条約の適用監視システムにおいては、上記の SOLAS 条約改正前、日本政府の年次報
告において日本労働組合総連合会（連合）から国際海上コンテナの陸上輸送時の事故とそ
の対策についての問題提起があったことを発端として、ILO の条約勧告適用専門家委員会
（CEACR）と日本側の間で何度かやりとりがなされたが、日本政府側（厚生労働省）は特
に積極的な姿勢を見せず、CEACR とのやりとりも特に成果を上げることなく、運輸分野
において SOLAS条約の改正や国内法令の整備がなされることにより改善が図られている。 
翻って国内の荷役・貨物運送の状況を見ると、運送事業者だけでは十分に危害を防止で

きないことも多く、貨物を発送しようとする者に焦点をあてた本条の意義は大きい。した
がって、運送業務あるいは荷役業務における労働災害を防止するための措置義務者（名宛
人）の定め方やその措置内容については、技術的・法律的見地から十分研究し、使用従属
性にとらわれず、運送事業者など社会の一部分にしわ寄せのかからない、より合理的な労
働災害防止の法制度を構築していくことが必要である。 
なお、本条の解説を補足するため、国際労働基準の適用監視制度の概要と関係資料への

アクセス方法についての付録を末尾に添付した。 
第 36 条は、特別規制中「必要な措置」と抽象的に規定している部分（第 31条の 3を除
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く）の具体的内容を包括的に厚生労働省令に委任することを定めるものであるが、実際に
定められている特別規制に係る厚生労働省令（労働安全衛生規則第 4 編で規定されてい
る。）は依然として少なく、またサービスの多様化により、現行の本法第 4 章の適用に困
難を生じるケースが生まれてきている。 
産業安全衛生が旧工場法の「場」の規制方式から離れ（ただし、鉱山保安分野では今も

場の規制方式を採用している。）、使用従属関係を軸とした労働基準法を基礎としたもの
に代わり、その後家内労働法の成立を経つつ、河村産業所事件のように個別的であるが柔
軟な使用従属の解釈の時代を経て、本法（及び本法による改正前の労働災害防止団体等に
関する法律）は、直接の使用従属性の範囲外にあるものの規制を当然とせず、これを特別
規制という形で明示的に規制する方式を採った。したがって、それに伴い、本法―引い
ては労働基準関係法令が、依然としてある程度の適用上の柔軟性を有しているとしても、
その都度法律や命令を改正する等しなければ、産業構造の変化に十分対応できない仕組み
になっている。 
今後、（狭義の）使用従属性を基本する本法の枠組みを維持しつつ産業構造の変化に応

じた迅速な特別規制の拡充を行っていくのか、あるいは特別規制によらずともその変化に
対して柔軟に解釈適用できる新しい本法のあり方を指向するかは別の研究に譲るとする
が、いずれにせよ、今後、使用従属性の範囲内だけでは十分に防止できない類型の労働災
害を把握し、適確な施策立案に役立てるためには、労働災害統計や災害分析手法を再検討
する必要があると思われる。 
なお、本条に関連する包括的な命令委任の是非、省令制定権限の行使の適切性等第 27 条

と共通する論点については、本研究協力者による「労働安全衛生法第 26 条及び第 27 条の
逐条解説」（最終年度版）を参照されたい。 
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A．研究目的 
本研究事業全体の目的は、以下の 3 点に

ある。 
① 時代状況の変化に応じた労働安全衛生

法改正の方向性を展望すること。 
② 労働安全衛生法を関係技術者以外（文

系学部出身の事務系社員等）に浸透さ
せ、社会一般への普及を図ること。 

③ 労働安全衛生法に関する学問体系、同
法研究のための人と情報の交流のプラ
ットフォームを形成すること。 

そのため、条文の起源（立法趣旨、基礎
となった災害例、前身）と運用（関係判例、
適用の実際）、主な関係令等（関係政省令、
規則、通達等）を、できる限り図式化して
示すと共に、現代的な課題や法解釈学的な
論点に関する検討結果を記した体系書を発
刊すること。 
本分担研究の目的は、枝番号や附則を除

き 123 条ある労働安全衛生法のうち第 35
条及び第 36 条の規定について、その課題を
果たすことにある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B．研究方法 
労働基準監督官の職務経験のある研究協

力者が、労働安全衛生法（以下「本法」と
いう。）及びこれに基づく命令、これに関
する解釈例規、関係法令に係る学術書等を
検討して研究班会議で報告し、本法の制
定・改正に関わった畠中信夫元白鴎大学教
授、唐澤正義氏ら班員らからのアドバイス
を得て洗練させた。 
また、国際労働基準に関する資料の有無、

検索方法等については、ILO 駐日事務所の
梅木えりか氏、千束阿貴氏の助言を得たの
でこの場を借りて深謝申し上げる。 
以下、単に第何条という時は本法の条番

号を指すこととする。 
法令等を引用する場合は□で囲むことと

し、その際、本法については題名を省略し、
本法以外の法令（本法に基づく命令等を含
む）を引用する場合には題名等を明示する。
国際労働基準は英語正文を引用した。 
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C．研究結果 
11 第 35条 
1.1 条文 

第四章 労働者の危険又は健康障害
を防止するための措置 

（重量表示） 
第三十五条 一の貨物で、重量が一トン以
上のものを発送しようとする者は、見や
すく、かつ、容易に消滅しない方法で、
当該貨物にその重量を表示しなければな
らない。ただし、包装されていない貨物
で、その重量が一見して明らかであるも
のを発送しようとするときは、この限り
でない。 
第 4 章には第 20 条から第 36 条までが含

まれる。 
1.2 内容及び趣旨 
本条（第 35 条のことをいう。以下同条の

逐条解説部分において同じ。）は、包装さ
れていない貨物でその重量が一見して明ら
かであるものを除き、1 個の貨物で、重量
が 1 トン以上のものを発送しようとする者
は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方
法で、当該貨物にその重量を表示しなけれ
ばならないことを規定したものである。 
本条は、1931 年 3 月 16 日に批准した船

舶ニ依リ運送セラルル重包裝貨物ノ重量標
示ニ關スル條約（以下「ILO 第 27 号条約」
ないし「本条約」という。）を本邦におい
て実施するための国内担保法でもあるが 1、
本条の規定により重量表示をしなければな
らない貨物は船舶により運送されるものに
限られない 2。 
本条の趣旨及び解釈については、本法の

施行通達 1,3において次のような説明がなさ
れている。 

発基第九一号 
昭和四七年九月一八日 
都道府県労働基準局長 殿 

労働事務次官 
労働安全衛生法の施行について 

記 
第三 概要 
四 労働者の危険または健康障害を防止
するための措置（第四章関係） 
㈡ その他の規制 
ニ 重量表示 

昭和五年にわが国が批准した ILO第
二七号条約との関係で、従来、労働安
全衛生規則において、一トン以上の貨
物についての重量表示に関する規制が
なされていたが、ILO 条約の裏付けの
ある規定であることにかんがみ、今回、
法律の中に明記したものであること。 

基発第六〇二号 
昭和四七年九月一八日 
都道府県労働基準局長 殿 

労働省労働基準局長 
労働安全衛生法および同法施行令の
施行について 

記 
Ⅰ 法律関係 
９ 労働者の危険又は健康障害を防止す
るための措置 
⑻ 第三五条関係 
イ 本条は、貨物を取り扱う者が、その
重量について誤つた認識をもつて当
該貨物を取り扱うことから生ずる労
働災害を防止することを目的として
定められたものであること。 

ロ 本条の「発送」には、事業場構内に
おける荷の移動は含まないものであ
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C．研究結果 
11 第 35条 
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９ 労働者の危険又は健康障害を防止す
るための措置 
⑻ 第三五条関係 
イ 本条は、貨物を取り扱う者が、その
重量について誤つた認識をもつて当
該貨物を取り扱うことから生ずる労
働災害を防止することを目的として
定められたものであること。 

ロ 本条の「発送」には、事業場構内に
おける荷の移動は含まないものであ
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ること。 
ハ 本条の「発送しようとする者」とは、
最初に当該貨物を運送のルートにの
せようとする者をいい、その途中にお
ける運送取扱者等は含まない趣旨で
あること。 
なお、数個の貨物をまとめて、重量

が一トン以上の一個の貨物とした者
は、ここでいう「最初に当該貨物を運
送のルートにのせようとする者」に該
当すること。 

ニ 本条の「その重量が一見して明らか
なもの」とは、丸太、石材、鉄骨材等
のように外観より重量の推定が可能
であるものをいうこと。 

ホ コンテナ貨物についての本条の重
量表示は、当該コンテナにその最大積
載重量を表示されておれば足りるも
のであること。 

なお、本条の規定は本条だけで完結して
おり、命令への委任はない。 
1.3 罰則 
本条の規定に違反した者は、第 119 条の

規定により、6箇月以下の懲役又は 50 万円
以下の罰金に処せられる。 
本条違反の罪については、第 122 条の両

罰規定が適用される。 
1.4 条文解釈 
1.4.1 「一の貨物…発送しようとする者」 
施行通達 3（1.2 節で引用）に示された解

釈から考えると、本条の「一の貨物で、重
量が一トン以上のもの」には、数個の貨物
をまとめて、重量が 1 トン以上の 1 個の貨
物としたものも含まれると解される。その
典型例として、複数の荷をコンテナに入れ
て発送する場合があるだろう。 

本条の「発送」には、事業場構内におけ
る荷の移動は含まれない 3。 
本条の「発送しようとする者」は、最初

に当該貨物を運送のルートにのせようとす
る者をいい、その途中における運送取扱者
等は含まれない 3 
また、本条の規定は、貨物の行き先を限

定しておらず、また ILO 第 27 号条約の趣
旨（1.6節参照）からしても、本邦の外へ貨
物を発送する場合にも適用されることは明
らかであろう 4。 
ところで、「貨物を発送しようとする者」

が指すものは、必ずしも明確でないと思わ
れる。船舶安全関係法令において国際海上
コンテナの重量確定義務（1.9.1 節参照）を
負うのは荷送人（実際には、商社など）で
あり、これは実際にコンテナに貨物を収納
してこれを総重量 1 トン以上のコンテナと
する作業を行う者とは異なる可能性がある
が、では「貨物を発送しようとする者」は
このうちどちらになるのかというと、後者
は該当すると思われるが、前者も該当する
のかという解釈問題があると思われる。 
1.4.2 「その重量を表示」 
重貨物ノ重量標示ニ關スル件（昭和 5 年

内務省令第 16 號）及び旧労働安全衛生規則
（昭和 22 年 10 月 31 日労働省令第 9 号）
第 123 条では「標示」の語が使用され、労
働安全衛生法で「表示」が使用されている
が、意義に変わりはないであろう。 
なお、ILO 第 27号条約の英語の正文では

marking(of weight)であり、外務省による同
条約の定訳では「標示」が使用されている
5。 
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1.4.2.1 単位 
本条では、単位ないし単位系が指定され

ていないため、メートル法以外の単位系を
使用した場合には本条違反にはならないが、
本条の規定に基づく重量の表示は計量法
（平成 4年 5 月 20 日法律第 51 号）第 2条
第 2項の「証明」6に該当し、同法第 8条第
1項の規定によりメートル法のキログラム、
グラム又はトンにより表示しなければなら
ないものと考えられる。 
1.4.2.2 精度 
本条では重量表示の精度ないし正確性に

ついて規定されていないが、計量法では第
10 条で正確な計量（努力義務）、第 16 条
で使用してはならない計量器等について規
定し、証明等のための計量の正確性を図っ
ている。 
ところで、施行通達 3 は、コンテナ貨物

についての本条の重量表示は、当該コンテ
ナにその最大積載重量が表示されていれば
足りるとしているが、文理上、本条をその
ように解すことはできないだろう。 
特に、船舶により輸送される貨物で 1 ト

ン以上のものの重量表示については、本条
約第 1 条第 2 項の特例規定（1.6.1 節参照）
でも近似的重量（英語正文では an ap-
proximate weight）による表示を許容してい
るだけであるから、本条が本条約の国内担
保法である限り、少なくとも海上コンテナ
の場合には最大積載荷重で足りると解すこ
とは困難である。実際の運用面でも、船舶
に積載する場合には、船体に偏荷重がかか
らないよう荷重のバランスを考慮して貨物
を配置する必要があることから 7、コンテナ
の最大積載重量しか表示されず実際の重量

が不明となると、本条約の目的を達成する
ことはできない。 
また、1974 年の SOLAS条約及び船舶安

全関係法令においては、船舶により本邦外
に一定の大きさ以上のコンテナ貨物を輸送
する場合等においては、コンテナの荷送人
は船長及びコンテナヤード代表者に対して
コンテナの質量等を記載した資料を提出し
なければならないが、当該資料に記載する
重量は、コンテナに貨物を入れた状態でそ
の重量を計量するか、コンテナそのものと
その内容物の各重量を個別に計量して合計
するという、いずれも実際に計量する方法
により確定しなければならない（1.9.1 節参
照）。 
したがって、労働基準監督機関が「当該

コンテナにその最大積載重量が表示されて
いれば足りる」という解釈に基づいて指導
監督をすれば海上運送に余計な混乱を生じ
る。 
なお、本条と直接の関係はないが、コン

テナ内部の偏荷重や危険物の輸送等の諸問
題については 1.6.5節，1.9.1節，1.10 節で
触れる。 
1.4.2.3 虚偽の表示 
虚偽の重量を記載した場合は、実質的に

重量を表示したことにならない上、「その
、、

重量」という要件を満たさないことから、
本条違反となると考えられる。 
1.4.3 「包装されていない貨物で、その重

量が一見して明らかであるもの」 
「その重量が一見して明らかなもの」と

は、丸太、石材、鉄骨材等のように外観よ
り重量の推定が可能であるものをいう 3。 

－ 932 －



分担研究報告書（森山誠也） 

932 

1.4.2.1 単位 
本条では、単位ないし単位系が指定され

ていないため、メートル法以外の単位系を
使用した場合には本条違反にはならないが、
本条の規定に基づく重量の表示は計量法
（平成 4年 5 月 20 日法律第 51 号）第 2条
第 2項の「証明」6に該当し、同法第 8条第
1項の規定によりメートル法のキログラム、
グラム又はトンにより表示しなければなら
ないものと考えられる。 
1.4.2.2 精度 
本条では重量表示の精度ないし正確性に

ついて規定されていないが、計量法では第
10 条で正確な計量（努力義務）、第 16 条
で使用してはならない計量器等について規
定し、証明等のための計量の正確性を図っ
ている。 
ところで、施行通達 3 は、コンテナ貨物

についての本条の重量表示は、当該コンテ
ナにその最大積載重量が表示されていれば
足りるとしているが、文理上、本条をその
ように解すことはできないだろう。 
特に、船舶により輸送される貨物で 1 ト

ン以上のものの重量表示については、本条
約第 1 条第 2 項の特例規定（1.6.1 節参照）
でも近似的重量（英語正文では an ap-
proximate weight）による表示を許容してい
るだけであるから、本条が本条約の国内担
保法である限り、少なくとも海上コンテナ
の場合には最大積載荷重で足りると解すこ
とは困難である。実際の運用面でも、船舶
に積載する場合には、船体に偏荷重がかか
らないよう荷重のバランスを考慮して貨物
を配置する必要があることから 7、コンテナ
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ことはできない。 
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その内容物の各重量を個別に計量して合計
するという、いずれも実際に計量する方法
により確定しなければならない（1.9.1 節参
照）。 
したがって、労働基準監督機関が「当該

コンテナにその最大積載重量が表示されて
いれば足りる」という解釈に基づいて指導
監督をすれば海上運送に余計な混乱を生じ
る。 
なお、本条と直接の関係はないが、コン

テナ内部の偏荷重や危険物の輸送等の諸問
題については 1.6.5節，1.9.1節，1.10 節で
触れる。 
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虚偽の重量を記載した場合は、実質的に

重量を表示したことにならない上、「その
、、

重量」という要件を満たさないことから、
本条違反となると考えられる。 
1.4.3 「包装されていない貨物で、その重

量が一見して明らかであるもの」 
「その重量が一見して明らかなもの」と

は、丸太、石材、鉄骨材等のように外観よ
り重量の推定が可能であるものをいう 3。 
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1.5 適用範囲 
本法では、第 115 条に、鉱山における保

安及び船員に対する（一部）適用除外規定
が置かれている。 
（適用除外） 

第百十五条 この法律（第二章の規定を除
く。）は、鉱山保安法第二条第二項及び
第四項の規定による鉱山における保安に
ついては、適用しない。 

２ この法律は、船員法(昭和二十二年法律
第百号)の適用を受ける船員については、
適用しない。 
その代わり、鉱山における保安に対して

は鉱山保安法（昭和 24 年 5 月 16 日法律第
70 号）、船員に対しては船員法（昭和 22
年 9月 1 日法律第 100 号）が適用される。 
1.5.1 鉱山に対する適用 
この「保安」には、安全に係る事項は原

則として含まれるが、衛生に係る事項は、
通気を除き、一般には含まれていないもの
と解されている。即ち、鉱山に対しては、
本法は原則として通気を除く衛生に係る事
項についてのみ適用されることとなる 8。 
本条が鉱山に関して適用されるかが問題

となるが、思うに、鉱山とは場の概念であ
るから、本法中保安に係る事項のうち場に
対して適用されるものや、鉱山の内部で完
結するような事項に対して本法の規定を適
用しないという趣旨と解される。「場」と
は、本法の基本的な適用単位である「事業
場」と同様に「工場、鉱山、事務所、店舗
等のごとく一定の場所において相関連する
組織のもとに継続的に行なわれる作業の一
体」9と定義できるだろう。したがって、保
安に関する事項であっても、本条のように
場を超えて荷役や輸送の安全を確保するた

めの規定は鉱山における行為にも適用され
るものと思われ、例えば鉱山から貨物を発
送する場合においても、本条は適用される
と解すべきだろう（「発送」に事業場構内
における荷の移動は含まれないことは
1.4.1節で述べたとおり。）。また、本条約
（1.6.1 節参照）に鉱山等についての特例等
を認める規定が含まれていないこと、鉱山
保安法に本条のような重量表示規定がない
こと等も、鉱山において貨物を発送する行
為に本条を適用することを要請していると
思われる。 
1.5.2 船員に対する適用 
本条が船員に関して適用されるかという

ことについては、思うに、本法を船員に対
して適用しないというのは、本法の適用に
おいて船員を労働者とみなさないというこ
とであるから、事業者と労働者との使用従
属関係を軸とする第 20 条から第 27 条まで
をはじめとする規定は船員に適用されない
が（事業場内に船員以外の労働者がいる場
合はその限りで当然適用される。）、本条
のように不特定多数の労働者を保護するた
めに設けられた規定については、船員に対
する適用除外は問題とはならないだろう。
ただし、船員を保護客体でなく義務主体と
して考える場合には本法の適用が問題とな
り、例えば船員が貨物を発送しようとする
場合は、文理上、本条が適用されないこと
も考えられる。これは本条約に船員関係の
特例等を認める規定がなく、船員法に重量
表示規定がないことを考えると、適用が求
められているとも考えられるが、今後の検
討課題としたい。 
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1.6 船舶ニ依リ運送セラルル重包裝貨物
ノ重量標示ニ關スル條約（ILO 第 27
号条約） 

本条は、船舶ニ依リ運送セラルル重包裝
貨物ノ重量標示ニ關スル條約（第 27 号，
Convention concerning the Marking of the 
Weight on Heavy Packages Transported by 
Vessels，1929）の国内担保法である。 
なお、国際労働基準の適用監視の概要と

関係資料へのアクセス方法は、3 節（付録）
に掲載したので必要に応じて参照されたい。 
本節は西暦表記とする。 

1.6.1 概要 
本条約は、ジュネーヴで行われた第 12 回

国際労働会議（International Labour Con-
ference. 以下「総会」という。）で審議さ
れ、1929 年 6月 21日午前の総会第 25 次会
議の最終評決において 98 対 24 で賛成が上
回り採択されたものである 10。 
本条約は、1932 年 3 月 9 日に効力発生、

日本では 1931 年 2 月 20 日に批准、同年 3
月 16 日に批准登録、同年 3 月 25 日に公布
され、1932年 3 月 9日に国内効力発生とな
っている 5。 
本条約の英語正文 11は次のとおりである。

日本語訳は、ILO 駐日事務所のウェブサイ
ト 12及び外務省の定訳 5を参照されたい。 
Convention concerning the Marking of the 
Weight on Heavy Packages Transported by 
Vessels, 1929 (No. 27) 

Preamble 
The General Conference of the Interna-
tional Labour Organisation, 
Having been convened at Geneva by the 
Governing Body of the International La-
bour Office, and having met in its Twelfth 

Session on 30 May 1929, and 
Having decided upon the adoption of cer-
tain proposals with regard to the marking of 
the weight on heavy packages transported 
by vessels, which is included in the first 
item of the agenda of the Session, and 
Having determined that these proposals 
shall take the form of an international 
Convention, 
adopts this twenty-first day of June of the 
year one thousand nine hundred and twen-
ty-nine the following Convention, which 
may be cited as the Marking of Weight 
(Packages Transported by Vessels) Con-
vention, 1929, for ratification by the 
Members of the International Labour Or-
ganisation in accordance with the provi-
sions of the Constitution of the Interna-
tional Labour Organisation: 

Article 1 
1. Any package or object of one thousand 
kilograms (one metric ton) or more gross 
weight consigned within the territory of any 
Member which ratifies this Convention for 
transport by sea or inland waterway shall 
have its gross weight plainly and durably 
marked upon it on the outside before it is 
loaded on a ship or vessel. 
2. In exceptional cases where it is difficult 
to determine the exact weight, national 
laws or regulations may allow an approxi-
mate weight to be marked. 
3. The obligation to see that this require-
ment is observed shall rest solely upon the 
Government of the country from which the 
package or object is consigned and not on 
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1.6 船舶ニ依リ運送セラルル重包裝貨物
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れ、1929 年 6月 21日午前の総会第 25 次会
議の最終評決において 98 対 24 で賛成が上
回り採択されたものである 10。 
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Preamble 
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Having been convened at Geneva by the 
Governing Body of the International La-
bour Office, and having met in its Twelfth 

Session on 30 May 1929, and 
Having decided upon the adoption of cer-
tain proposals with regard to the marking of 
the weight on heavy packages transported 
by vessels, which is included in the first 
item of the agenda of the Session, and 
Having determined that these proposals 
shall take the form of an international 
Convention, 
adopts this twenty-first day of June of the 
year one thousand nine hundred and twen-
ty-nine the following Convention, which 
may be cited as the Marking of Weight 
(Packages Transported by Vessels) Con-
vention, 1929, for ratification by the 
Members of the International Labour Or-
ganisation in accordance with the provi-
sions of the Constitution of the Interna-
tional Labour Organisation: 

Article 1 
1. Any package or object of one thousand 
kilograms (one metric ton) or more gross 
weight consigned within the territory of any 
Member which ratifies this Convention for 
transport by sea or inland waterway shall 
have its gross weight plainly and durably 
marked upon it on the outside before it is 
loaded on a ship or vessel. 
2. In exceptional cases where it is difficult 
to determine the exact weight, national 
laws or regulations may allow an approxi-
mate weight to be marked. 
3. The obligation to see that this require-
ment is observed shall rest solely upon the 
Government of the country from which the 
package or object is consigned and not on 
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the Government of a country through 
which it passes on the way to its destina-
tion. 
4. It shall be left to national laws or regula-
tions to determine whether the obligation 
for having the weight marked as aforesaid 
shall fall on the consignor or on some other 
person or body. 

Article 2 
The formal ratifications of this Convention 
under the conditions set forth in the Con-
stitution of the International Labour Or-
ganisation shall be communicated to the 
Director-General of the International La-
bour Office for Registration. 

Article 3 
1. This Convention shall be binding only 
upon those Members whose ratifications 
have been registered with the International 
Labour Office. 
2. It shall come into force twelve months 
after the date on which the ratifications of 
two Members of the International Labour 
Organisation have been registered with the 
Director-General. 
3. Thereafter, this Convention shall come 
into force for any Member twelve months 
after the date on which its ratification has 
been registered. 

Article 4 
As soon as the ratifications of two Members 
of the International Labour Organisation 
have been registered with the International 
Labour Office, the Director-General of the 
International Labour Office shall so notify 
all the Members of the International La-

bour Organisation. He shall likewise notify 
them of the registration of ratifications 
which may be communicated subsequently 
by other Members of the Organisation. 

Article 5 
1. A Member which has ratified this Con-
vention may denounce it after the expira-
tion of ten years from the date on which the 
Convention first comes into force, by an act 
communicated to the Director-General of 
the International Labour Office for regis-
tration. Such denunciation shall not take 
effect until one year after the date on which 
it is registered with the International La-
bour Office. 
2. Each Member which has ratified this 
Convention and which does not, within the 
year following the expiration of the period 
of ten years mentioned in the preceding 
paragraph, exercise the right of denuncia-
tion provided for in this Article, will be 
bound for another period of ten years and, 
thereafter, may denounce this Convention 
at the expiration of each period of ten years 
under the terms provided for in this Article. 

Article 6 
At such times as it may consider necessary 
the Governing Body of the International 
Labour Office shall present to the General 
Conference a report on the working of this 
Convention and shall examine the desira-
bility of placing on the agenda of the Con-
ference the question of its revision in whole 
or in part. 

Article 7 
1. Should the Conference adopt a new 
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Convention revising this Convention in 
whole or in part, the ratification by a 
Member of the new revising Convention 
shall ipso jure involve denunciation of this 
Convention without any requirement of 
delay, notwithstanding the provisions of 
Article 5 above, if and when the new revis-
ing Convention shall have come into force. 
2. As from the date of the coming into force 
of the new revising Convention, the present 
Convention shall cease to be open to ratifi-
cation by the Members. 
3. Nevertheless, this Convention shall re-
main in force in its actual form and content 
for those Members which have ratified it 
but have not ratified the revising conven-
tion. 

Article 8 
The French and English texts of this Con-
vention shall both be authentic. 
このように、本条約第 1条第 1 項では、1

トン以上の貨物が船舶に積載される前に重
量が表示されていなければならないと定め
られているだけであり、第 4 項では「重量
標示の義務が発送者又はその他の個人若し
くは団体のいずれに属すべきかは各国の法
令においてこれを決定することができる」
とされている。したがって、本条約に基づ
く重量表示の措置義務者は条約で規定され
るわけではなく、それをいかにするかは批
准した各国の国内法令に委ねられている。 
しかし、これは各国が措置義務者を恣意

的に決められるということではなく、各国
が、本条約の目的を確実に達成できるよう、
国内事情に鑑み、措置義務者（名宛人）を

適確に設定する責任を負っているものと解
すべきだろう。 
1.6.2 採択までの審議経過 
この項（1.6.2 節）は、内務省社會局『1930

年第 12 回國際勞働總會報吿書』に基づくも
のであるが、1.6.2.2 節以降は、同書の記述
の一部を抜き出して概ね時系列に整理し、
わかりやすさのため原則として現代語化し、
また若干の字句の意訳等を行ったものであ
る。 
殆ど転載した部分も多いが、同書がほぼ

議事録の体裁をとり、句読点のない旧字旧
仮名遣で書かれ、要所を容易に参照しにく
いような章立てがなされているため、ここ
に改めて必要な箇所を抜き出して紹介する
ため、敢えてこのような方法をとることと
した。 
1.6.2.1 国際労働事務局からの質問書及び

各国政府の回答書 
国際労働機関第 11 回総会においては産

業災害予防問題が大きく討議されたが、こ
の問題については、第 12回総会において引
き続き討議して最終決定を行うため、第 11
回総会の後、国際労働事務局から各国政府
に質問書が送付された 13。この質問書の中
には「船舶により輸送される重包装貨物に
その重量を記載することを荷送人に対し强
制する条約又は勧告に賛成するか」及び「賛
成の場合は一定限度以上は貨物に重量を記
載することとするがその限度はどうする
か」という旨の質問が含まれていた 14。 
これに対する各国政府の回答の概要は概

ね次のとおりであった 15。 
船舶により輸送される重包装貨物にその重
量を記載することを荷送人に対し強制する
条約又は勧告に賛成するか 
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Convention revising this Convention in 
whole or in part, the ratification by a 
Member of the new revising Convention 
shall ipso jure involve denunciation of this 
Convention without any requirement of 
delay, notwithstanding the provisions of 
Article 5 above, if and when the new revis-
ing Convention shall have come into force. 
2. As from the date of the coming into force 
of the new revising Convention, the present 
Convention shall cease to be open to ratifi-
cation by the Members. 
3. Nevertheless, this Convention shall re-
main in force in its actual form and content 
for those Members which have ratified it 
but have not ratified the revising conven-
tion. 
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The French and English texts of this Con-
vention shall both be authentic. 
このように、本条約第 1条第 1 項では、1

トン以上の貨物が船舶に積載される前に重
量が表示されていなければならないと定め
られているだけであり、第 4 項では「重量
標示の義務が発送者又はその他の個人若し
くは団体のいずれに属すべきかは各国の法
令においてこれを決定することができる」
とされている。したがって、本条約に基づ
く重量表示の措置義務者は条約で規定され
るわけではなく、それをいかにするかは批
准した各国の国内法令に委ねられている。 
しかし、これは各国が措置義務者を恣意

的に決められるということではなく、各国
が、本条約の目的を確実に達成できるよう、
国内事情に鑑み、措置義務者（名宛人）を

適確に設定する責任を負っているものと解
すべきだろう。 
1.6.2 採択までの審議経過 
この項（1.6.2 節）は、内務省社會局『1930

年第 12 回國際勞働總會報吿書』に基づくも
のであるが、1.6.2.2 節以降は、同書の記述
の一部を抜き出して概ね時系列に整理し、
わかりやすさのため原則として現代語化し、
また若干の字句の意訳等を行ったものであ
る。 
殆ど転載した部分も多いが、同書がほぼ

議事録の体裁をとり、句読点のない旧字旧
仮名遣で書かれ、要所を容易に参照しにく
いような章立てがなされているため、ここ
に改めて必要な箇所を抜き出して紹介する
ため、敢えてこのような方法をとることと
した。 
1.6.2.1 国際労働事務局からの質問書及び

各国政府の回答書 
国際労働機関第 11 回総会においては産

業災害予防問題が大きく討議されたが、こ
の問題については、第 12回総会において引
き続き討議して最終決定を行うため、第 11
回総会の後、国際労働事務局から各国政府
に質問書が送付された 13。この質問書の中
には「船舶により輸送される重包装貨物に
その重量を記載することを荷送人に対し强
制する条約又は勧告に賛成するか」及び「賛
成の場合は一定限度以上は貨物に重量を記
載することとするがその限度はどうする
か」という旨の質問が含まれていた 14。 
これに対する各国政府の回答の概要は概

ね次のとおりであった 15。 
船舶により輸送される重包装貨物にその重
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賛成 多数 
反対 カナダ・ケベック州 
効果を疑問
視 

オーストリア、スウェーデン 

貨物に重量を記載すべき対象貨物の重量 
2000kg以上 アイルランド 
1500kg以上 チェコスロヴァキア、ドイツ 
1000kg以上 ベルギー、デンマーク、フィ

ンランド、フランス、イギリ
ス、インド、ラトヴィア、ノ
ルウェー、スウェーデン 

500kg 以上 オランダ 
150kg 以上 エストニア 
100kg 以上 ポルトガル 
なお、ドイツ及びチェコスロヴァキアは、
内水港において取り扱われる包装貨物につ
いては海港よりも通常使用されている起重
機の能力が小さいことを挙げて重量を記載
すべき限度を低下させるべきと主張した。 
1.6.2.2 国際労働事務局の条約案草案 
国際労働事務局は、これらの回答を基礎

として、次の条約案の草案を作成し、第 12
回総会に提出した 16。 

船舶ニ依リ輸送セラルル重包裝貨物
ノ重量ノ表示ニ關スル條約案草案 

千「キログラム」（一「メートル」噸）以
上ノ全重量ヲ有スル包裝貨物又ハ物品ニシ
テ本條約ヲ批准スル締盟國ノ領土內ニ於テ
發送セラレ海上、河川又ハ其ノ他ノ內地水
路ニ依リ輸送セラルヘキモノニ對シテハ船
舶ニ積込ム前ニ其ノ全重量ヲ其ノ外部ニ明
瞭ニ讀ミ易ク且耐久的ニ表示スヘシ 
右ノ重量表示責任カ荷送主其ノ他ノ個人又
ハ團體ノ何レニ屬スヘキヤニ付テハ各國ノ
法令又ハ規則ニ於テ之ヲ定ムモノトス 

1.6.2.3 災害予防委員会における審議 17 
1929年 5月 31日午前の第 12回総会第 3

次会議において、船舶により輸送される重
包装貨物の重量の表示に関する条約案の件
を含む産業災害予防問題を審議するため災
害予防委員会の設置を決定し、同日午後の
同第 4 次会議において同委員会の委員数を
政府側 34 名、使用者側及び労働者側を各
17 名、合計 68 名と決定し、翌 6 月 1 日午
前の同第 5 次会議において各委員を選任し
た 18,19。 
同委員会は 1929 年 6 月 1 日から同月 17

日まで 13 回の会議を重ねたが、船舶により
輸送される重包装貨物の重量の表示に関す
る条約案については、1929 年 6 月 15 日午
前の同委員会第 12 次会議で審議が開始さ
れた。 
ここでベルギーの使用者代表ジェラール

が本件について「各国政府から勧告とすべ
きという回答が多い」「条約案を批准しな
い国があるときは荷役労働者が重量の記載
なき包装貨物を条約案により表示すべき重
量以下と誤解して災害を惹起するだろう」
との旨を主張して条約ではなく勧告とすべ
きと提案し、加えて、アメリカ合衆国が ILO
に加盟していないことによる困難に注意を
喚起した。これに対し、ドイツの政府側顧
問ファイグが「実際上の困難はそれほど大
きいとは思われず、本条約案のような規定
は他の措置と同様に港湾規則中に含めるこ
とができるだろう。」との旨述べた。 
次に、ドイツの使用者側顧問クレディッ

ツが「包装貨物に重量を表示することが安
全を促進することは認めるが、実際上には
幾多の困難があり、例えば本案中の『物品』
（object）という語は木材貨物に適用すべき
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が如く思われるが、これは実行困難である
ことから、条約案とするよりも寧ろ勧告と
するべきと思惟する」との旨述べ、オラン
ダ使用者側代表レグートが「条約案として
採択された場合は既に採択されている他の
条約案と同様に多数の国の批准は他国の批
准に依存することとなるべく多くの国は貿
易がその国の港より奪われる場合には条約
案を批准することを躊躇するであろうから、
本案は勧告とするべきだ」と述べた。 
イギリス使用者側顧問ベイレイが「本問

題については条約案も勧告も採択すること
はできないと思惟する。提案の目的は荷役
労働者に対し一層大なる安全を確保するこ
とにあるがその効果は彼らの作業を一層危
険にさせるだろう。また、実際上実施する
ことができない幾多の理由があることから
委員会は本問題を放棄すべきと思惟する」
との旨を述べ、ベルギー政府側顧問ヴァン
デワイヤーが「条約案はこれを批准した国
の領土内において積み込まれた包装貨物に
適用すべきことはわかるが、この領土内に
おいて卸された包装貨物にもまた適用する
ものとすれば、殆ど打開しがたい実際上の
困難があるだろうと思料する」との旨を述
べ、フランス労働者側顧問キーヤンは「労
働者側は条約案に賛成である。これを実施
するに当たっては困難があるだろうがそれ
は一切の条約案についても同様でありおそ
らく若干の国が実施し始めるときは他国も
また実施するようになるだろう」として条
約案とすべきことを主張した。 
次に、ドイツ政府側顧問ファイグが「今

までに挙げられた実際上の困難は他の条約
が直面するところよりも少ないだろうと思
惟する」との旨を述べたところ、ベルギー

使用者側代表ジェラールはファイグの意見
に反対し、本案を勧告とすることに賛成で
ある旨を述べた。 
委員長は「事務局案によれば条約案を批

准しかつ海上又は内地水路により包装貨物
を発送する国の政府のみが重量表示に対し
責任を有するものであり、他の国の政府は
そうではない。換言すれば、通過国は責任
がない」と説明したところ、ドイツ政府側
顧問ファイグはこの意見に賛成せず「重量
が表示されるか否かを検査する責任を有す
るべきなのは包装貨物が積み込まれた港湾
の当局者であると思惟する。これは、保護
されるべきなのは荷役労働者であることの
当然の帰結である」と論じ、オランダ政府
側顧問ショルテは委員長の解釈に賛成し、
ベルギー使用者側代表ジェラールは「これ
ら 2 種の解釈はともに異なれる理由のため
実行不可能である。ともかく本問題は条約
案とするには余りに複雑であることは明ら
かである」と述べ、委員長は自己の解釈を
固執し「本提案にして採択されるならば起
草委員会は誤解の余地のないようにこれを
作成することを要す」と述べた。 
このような議論を経て、条約案の代わり

に勧告を採択すべきとするジェラールの提
案が表決に付されたが、45 対 40 により否
決された。 
次に、ベルギー使用者側代表ジェラール

は「又ハ物品」という語は昨年採択された
質問書中に見られないこと及びこれは樹幹
又はその他の木材貨物に適用されることを
以て実際上著しい困難を生ずることを理由
としてこれを削除することを提案したとこ
ろ、委員長は「「包装貨物」（package）と
いう語は包装された貨物に適用するのに対

－ 938 －



分担研究報告書（森山誠也） 

938 

が如く思われるが、これは実行困難である
ことから、条約案とするよりも寧ろ勧告と
するべきと思惟する」との旨述べ、オラン
ダ使用者側代表レグートが「条約案として
採択された場合は既に採択されている他の
条約案と同様に多数の国の批准は他国の批
准に依存することとなるべく多くの国は貿
易がその国の港より奪われる場合には条約
案を批准することを躊躇するであろうから、
本案は勧告とするべきだ」と述べた。 
イギリス使用者側顧問ベイレイが「本問

題については条約案も勧告も採択すること
はできないと思惟する。提案の目的は荷役
労働者に対し一層大なる安全を確保するこ
とにあるがその効果は彼らの作業を一層危
険にさせるだろう。また、実際上実施する
ことができない幾多の理由があることから
委員会は本問題を放棄すべきと思惟する」
との旨を述べ、ベルギー政府側顧問ヴァン
デワイヤーが「条約案はこれを批准した国
の領土内において積み込まれた包装貨物に
適用すべきことはわかるが、この領土内に
おいて卸された包装貨物にもまた適用する
ものとすれば、殆ど打開しがたい実際上の
困難があるだろうと思料する」との旨を述
べ、フランス労働者側顧問キーヤンは「労
働者側は条約案に賛成である。これを実施
するに当たっては困難があるだろうがそれ
は一切の条約案についても同様でありおそ
らく若干の国が実施し始めるときは他国も
また実施するようになるだろう」として条
約案とすべきことを主張した。 
次に、ドイツ政府側顧問ファイグが「今

までに挙げられた実際上の困難は他の条約
が直面するところよりも少ないだろうと思
惟する」との旨を述べたところ、ベルギー

使用者側代表ジェラールはファイグの意見
に反対し、本案を勧告とすることに賛成で
ある旨を述べた。 
委員長は「事務局案によれば条約案を批

准しかつ海上又は内地水路により包装貨物
を発送する国の政府のみが重量表示に対し
責任を有するものであり、他の国の政府は
そうではない。換言すれば、通過国は責任
がない」と説明したところ、ドイツ政府側
顧問ファイグはこの意見に賛成せず「重量
が表示されるか否かを検査する責任を有す
るべきなのは包装貨物が積み込まれた港湾
の当局者であると思惟する。これは、保護
されるべきなのは荷役労働者であることの
当然の帰結である」と論じ、オランダ政府
側顧問ショルテは委員長の解釈に賛成し、
ベルギー使用者側代表ジェラールは「これ
ら 2 種の解釈はともに異なれる理由のため
実行不可能である。ともかく本問題は条約
案とするには余りに複雑であることは明ら
かである」と述べ、委員長は自己の解釈を
固執し「本提案にして採択されるならば起
草委員会は誤解の余地のないようにこれを
作成することを要す」と述べた。 
このような議論を経て、条約案の代わり

に勧告を採択すべきとするジェラールの提
案が表決に付されたが、45 対 40 により否
決された。 
次に、ベルギー使用者側代表ジェラール

は「又ハ物品」という語は昨年採択された
質問書中に見られないこと及びこれは樹幹
又はその他の木材貨物に適用されることを
以て実際上著しい困難を生ずることを理由
としてこれを削除することを提案したとこ
ろ、委員長は「「包装貨物」（package）と
いう語は包装された貨物に適用するのに対
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して「物品」（object）という語は包装され
ていない貨物に関係するものであるが、こ
れには木材のようにバラ（loose articles）の
貨物は含まれるものではないと思惟する」
と述べ、「又ハ物品」の語を削除するとい
う提案は、39 対 39 で不成立となった。 
次に、日本政府側顧問木村淸司が条約案

第 1 項に「重量ヲ定ムルコト困難ナル特別
ノ場合ニ於テハ當該國ノ法律ハ本規則ニ對
スル例外ヲ認ムルコトヲ得」という字句を
附加することを提案した。委員長はドイツ
政府側顧問スティラーの質問に答え、「本
案は全重量を明瞭に表示すべきことを提案
するものにして概算重量の問題は存在しえ
ない」と述べ、木村淸司の修正案は 41 対
39 で否決された。 
次に、ベルギー使用者側代表ジェラール

が「其ノ他ノ個人又ハ團體」という字句を
削除することを提案し、オランダ使用者側
代表レグートは原荷送主以外の者の一切の
責任を明瞭に排除する必要を力説したが、
この提案は 43 対 39 で否決された。 
次に、スウェーデン使用者側代表ラルソ

ンが「本條約ハ之ヲ批准セサル國ヨリ發送
セル通過貨物ニ適用セス」の 1 項を附加す
ることを提案した。委員長は「この修正案
は実際上贅物でありかつ一般に起草委員会
がこの点を明瞭にすることを希望してい
る」と述べたところ、ベルギー労働者側顧
問ボンダスが「この修正案は原文を制限す
るものであると思惟するが、起草委員会に
期待するところは何なのか知りたい」と述
べ、これに対して委員長は「この修正案は
何ら原案を変更するものではないが故に起
草委員会においてはこの趣旨を明らかにす
るべきである」と答えた。 

次に、日本政府側顧問木村淸司は議事録
中に「日本政府は各国が本案の目的上その
自国語を使用する自由を有するべきものと
思惟する」旨を記載することを希望した。 
委員長はもはや修正案がないことを以て

本条約案は事務局原案どおり採択されたる
ものと認める旨を述べた。 
1.6.2.4 災害予防委員会が決定した条約案

20 
船舶ニ依リ輸送セラルル重包裝貨物
ノ重量ノ表示ニ關スル條約案草案 

千「キログラム」（一「メートル」噸）以
上ノ全重量ヲ有スル包裝貨物又ハ物品ニシ
テ本條約ヲ批准スル締盟國ノ領土內ニ於テ
發送セラレ海上又ハ內地水路ニ依リ輸送セ
ラルヘキモノニ對シテハ船舶ニ積込ム前ニ
其ノ全重量ヲ其ノ外部ニ明瞭且耐久的ニ表
示スヘシ 
右ノ要件カ遵守セラルルカヲ遵守スルノ義
務ハ專ラ重包裝貨物又ハ物品ノ發送セラレ
タル國ノ政府ニ存シ右ノモノカ其ノ目的地
ニ達スル迄ニ通過スル國ノ政府ニ存セサル
モノトス 
右ノ重量表示責任カ荷送主其ノ他ノ個人又
ハ團體ノ何レニ屬スヘキヤニ付テハ當該國
ノ法令又ハ規則ニ於テ之ヲ定ムモノトス 
1.6.2.5 総会における審議・採択 21 
総会は、1929 年 6月 19日午前の第 21 次

会議において本条約案に関する審議を行っ
た 22,23。 
まず、委員会委員長兼報告委員であるイ

ギリス政府側代表サー・マルコルム・デレ
ヴィンニュが「条約案の趣旨につき何も言
う必要はないと思うが、条約案は多数の国
家が批准しなければその価値がないことか
ら、条約案が総会で採択されるに至った場
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合には、可能な限り関係国が同時に批准す
るよう最善の努力をすべきものであると思
惟する」旨を述べ、次に議長が本条約案に
ついて、日本政府から第 1 項に「精確ナル
重量ヲ定ムルコト困難ナル例外的ノ場合ニ
於テハ當該國ノ法令又ハ規則ハ槪算重量ヲ
表示スルコトヲ認ムルコトヲ得」の 1 項を
加えるという修正案があったことを述べ、
日本国政府側代表吉阪俊藏はこの修正案の
提出理由を次のとおり述べた。 
本修正案ノ目的トスル處ハ精確ナル重量ヲ
定ムルニ由ナキ場合ニハ重包裝貨物ニ槪算
重量ヲ表示スルコトヲ認ムル例外ヲ規定セ
ントスルニ在リ製造業者及廻送業者ヲシテ
其ノ製造シ又ハ取扱フ重貨物ノ精確ナル重
量ヲ確ムル爲何等ノ設備ヲ有セサル場合
―極メテ稀ナルコトニシテモ―アリ得
ヘシ 
右ノ例外ノ實際的適用ハ斯ル重貨物ヲ取扱
フコト極メテ稀ニシテ從テ捲揚用機械ノ存
在セサル河川又ハ湖水ニ於テ重貨物ヲ一地
點ヨリ他ノ地點ヘ輸送スル場合ニ限ラルヘ
シ例ヘハ記念碑、庭園等ニ使用スル爲遠隔
ノ山腹ヨリ採取セル石ヲ手近ニ計量機ナキ
場所ニ於テ運搬スル場合ノ如キ其ノ一例ナ
リ 
吾人ハ斯ル例外ヲ明瞭ニ認ムルニ非サレハ
多數ノ國ノ批准ヲ得ルニ付困難存スヘシト
信ス條約案ノ條文ヲ嚴守スルコトハ現在ノ
儘ニテハ明カニ不可能ナリ吾人カ本修正案
ヲ提出スルノ意向ハ根本的原則ヲ損フコト
ナクシテ能フ限リ條約案ノ條文ヲ遵守セシ
メントスルニ在リ本項ノ揷入ニ依リテ安全
ノ程度カ低減セラレサルヤヲ虞ルル要ナシ
右ハ却テ批准ノ可能性ヲ增加シ斯クテ條約
案ノ終極目的タル安全原則ノ實際的適用ヲ

促進ス 
右ノ事情ニ基キ余ハ總會ニ對シ本修正案ノ
重要性ヲ考慮シ且之ヲ條約案ノ本文中ニ揷
入スヘシトスル吾人ノ提案ヲ支持センコト
ヲ要求ス 
ドイツ政府側顧問ファイグは「本条約案

はドイツ政府の発案によるものであり、実
際上の結果を得るためには勧告では不十分
であり条約案の必要がある」とし更に「こ
れに関し重要な問題はこれらの措置の実行
について責任ある国がどこになるかという
問題であるが、委員会は重包装貨物又は物
品が初めて発送される国が責任を有すべき
ことを提案したが、私としては、重包装貨
物又は物品が船舶に積み込まれかつこれら
の措置により労働者が保護されるべき国に
責任を課すことが一層理論的であると思惟
する」旨を述べ、ベルギー使用者側代表ジ
ェラールは「使用者団を代表して本条約案
のような条約案の成功は多数の国の同時的
批准を得ることに依存するが、これはアメ
リカ合衆国のような極めて重要な国が批准
しないだろうことからして極めて困難にな
るだろう」として更に「多くの国は自国の
諸港に利害関係があることを以て本条約案
を批准することを躊躇するだろうし、他方、
非海運国は提案の保護措置について自国労
働者に直接の関係がないことを以てこれを
批准しないだろう」として本条約案を否決
すべきと主張した。 
フランス政府側代表フォンテーヌは「私

は修正案については賛否いずれの投票をも
しない。思うに、この修正案が採択されて
もされなくても実際上には変化がないだろ
うからである。原案は決して精確な重量を
表示することを要求するものではなく、一
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合には、可能な限り関係国が同時に批准す
るよう最善の努力をすべきものであると思
惟する」旨を述べ、次に議長が本条約案に
ついて、日本政府から第 1 項に「精確ナル
重量ヲ定ムルコト困難ナル例外的ノ場合ニ
於テハ當該國ノ法令又ハ規則ハ槪算重量ヲ
表示スルコトヲ認ムルコトヲ得」の 1 項を
加えるという修正案があったことを述べ、
日本国政府側代表吉阪俊藏はこの修正案の
提出理由を次のとおり述べた。 
本修正案ノ目的トスル處ハ精確ナル重量ヲ
定ムルニ由ナキ場合ニハ重包裝貨物ニ槪算
重量ヲ表示スルコトヲ認ムル例外ヲ規定セ
ントスルニ在リ製造業者及廻送業者ヲシテ
其ノ製造シ又ハ取扱フ重貨物ノ精確ナル重
量ヲ確ムル爲何等ノ設備ヲ有セサル場合
―極メテ稀ナルコトニシテモ―アリ得
ヘシ 
右ノ例外ノ實際的適用ハ斯ル重貨物ヲ取扱
フコト極メテ稀ニシテ從テ捲揚用機械ノ存
在セサル河川又ハ湖水ニ於テ重貨物ヲ一地
點ヨリ他ノ地點ヘ輸送スル場合ニ限ラルヘ
シ例ヘハ記念碑、庭園等ニ使用スル爲遠隔
ノ山腹ヨリ採取セル石ヲ手近ニ計量機ナキ
場所ニ於テ運搬スル場合ノ如キ其ノ一例ナ
リ 
吾人ハ斯ル例外ヲ明瞭ニ認ムルニ非サレハ
多數ノ國ノ批准ヲ得ルニ付困難存スヘシト
信ス條約案ノ條文ヲ嚴守スルコトハ現在ノ
儘ニテハ明カニ不可能ナリ吾人カ本修正案
ヲ提出スルノ意向ハ根本的原則ヲ損フコト
ナクシテ能フ限リ條約案ノ條文ヲ遵守セシ
メントスルニ在リ本項ノ揷入ニ依リテ安全
ノ程度カ低減セラレサルヤヲ虞ルル要ナシ
右ハ却テ批准ノ可能性ヲ增加シ斯クテ條約
案ノ終極目的タル安全原則ノ實際的適用ヲ

促進ス 
右ノ事情ニ基キ余ハ總會ニ對シ本修正案ノ
重要性ヲ考慮シ且之ヲ條約案ノ本文中ニ揷
入スヘシトスル吾人ノ提案ヲ支持センコト
ヲ要求ス 
ドイツ政府側顧問ファイグは「本条約案

はドイツ政府の発案によるものであり、実
際上の結果を得るためには勧告では不十分
であり条約案の必要がある」とし更に「こ
れに関し重要な問題はこれらの措置の実行
について責任ある国がどこになるかという
問題であるが、委員会は重包装貨物又は物
品が初めて発送される国が責任を有すべき
ことを提案したが、私としては、重包装貨
物又は物品が船舶に積み込まれかつこれら
の措置により労働者が保護されるべき国に
責任を課すことが一層理論的であると思惟
する」旨を述べ、ベルギー使用者側代表ジ
ェラールは「使用者団を代表して本条約案
のような条約案の成功は多数の国の同時的
批准を得ることに依存するが、これはアメ
リカ合衆国のような極めて重要な国が批准
しないだろうことからして極めて困難にな
るだろう」として更に「多くの国は自国の
諸港に利害関係があることを以て本条約案
を批准することを躊躇するだろうし、他方、
非海運国は提案の保護措置について自国労
働者に直接の関係がないことを以てこれを
批准しないだろう」として本条約案を否決
すべきと主張した。 
フランス政府側代表フォンテーヌは「私

は修正案については賛否いずれの投票をも
しない。思うに、この修正案が採択されて
もされなくても実際上には変化がないだろ
うからである。原案は決して精確な重量を
表示することを要求するものではなく、一
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切の事情を考えると精確なる重量を表示す
ることを期待することは合理的でも可能で
もない。従って修正案が採択されても実際
上には変化はない。」と述べ、イギリス使
用者側顧問ジェンキン・ジョーンスはジェ
ラールの意見に附言して「原案によれば重
量表示の責任は荷送主にあるが、荷送主は
どの国のどの市町村にもあちらこちらに散
在しているから、このような規定は全く実
施しがたいものであると思惟する。他方で、
ある場合には重包装貨物に精確な重量を表
示することは不可能であり日本政府の修正
案は原案がいかに実行しがたいかを示すも
のであり、なお精確な重量を表示すること
ができない場合に概算重量を表示すること
は表示がないよりも却って危険である。」
として条約案に反対し、オランダ政府側代
表ノーレンスは、ジェラールが非海運国は
提案のような保護措置について自国労働者
に直接関係が無いから本条約案を批准しな
いだろうと述べたことに対して、「各国間
の連帯に訴えなければならない」とし、更
に「本条約案については他の条約案よりも
一層一般的に批准される必要があることか
ら、本条約案の標準規定中には条約が効力
を発生するのに必要な批准数を多くし、又
は本条約案を実施するためには各締盟国間
に特恵条約を締結することを要することと
するべきである」とし、最後に「本条約案
は決して化学的に精確な重量を表示するこ
とを要求するものではなく、近似重量を要
求するに過ぎないものであるが、なおこの
点についての懸念を除去し条約案を批准、
そしてその実際上の適用を一層容易にする
ため日本政府の修正案を受け入れることを
望まんと思惟する」旨述べた。ここで日本

政府の修正案を表決に付したところ、80対
3 で可決された。 
次に、その修正された条約案全体につい

て採決したところ、82 対 24 で可決され、
一旦起草委員会に附議した後、総会に上程
した。 
本案は、その後 1929 年 6月 21 日午前の

総会第 25 次会議において最終表決に付さ
れ、その結果 98 対 24 を以て採択された。 
1.6.3 批准国 
国際労働機関の公式ウェブサイト（2022

年 11月 3日閲覧）24によれば、66 か国が本
条約を批准しているが、このうち南アフリ
カ共和国では未発効であり 25、デンマーク
のうちグリーンランドには適用されていな
い 26。 
図 2 に、本条約の批准状況を世界地図で

表した（試作）。 
1.6.4 日本に対する適用監視 
本条約の年次報告等で使用されている指

定様式 27の質問事項の概要は表 1 のとおり
である。 
表 1 ILO条約第 27号に関する報告のため
の指定様式の各設問内容の概要等 27 
問 各設問内容の概要 
I 本条約実施のための国内法令のリス

ト、条約批准のための国内法令の整備
状況 

II 本条約第 1 条各項の実施のための国
内法令の整備その他の措置の具体的
な内容、国内効力発生のための憲法上
の根拠、本条約の適用範囲及び適用に
関する特例措置、関係者への周知並び
に実効性確保のための措置（監督、罰
則など）に関する状況、CEACR 又は
CAS から指示を受けた事項に関する
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報告事項及び対応状況 
III 本条約の国内実施法令を所管する監

督組織と監督実施方法 
IV 本条約の関係事項に関する裁判所等

の判決の有無（ある場合はその判決
文） 

V 監督実施状況に関する一般的評価 
VI この報告の写しの労使団体への送付

状況、本条約の実施に関する労使の意
見 

備考 条約の批准後初めての報告では詳細
な報告が必要である。その後の報告では
通常、従前との異同のほか、統計、監督
実施状況、司法・行政上の決定、労使団
体への写しの送付状況及び労使団体の意
見への回答CEACRやCASから指示を受
けた事項への回答等を記載することにな
っている（本様式中にこの旨記載）。 
日本は、最近では 2007 年 28、2008 年、

2009 年 29及び 2012 年 30に本条約の適用状
況に関する年次報告書を提出しているので、
以下簡単に、これらの内容についての日本
国内での検討状況及び CEACR の審査状況
を見ていく。 

2007 年 9 月の第 9 回 ILO 懇談会におい
て、本条約に関する 2007 年日本政府年次報
告案（表 2）（報告書の正式提出版は本研
究協力者による拙い調査では不見当であっ
た。）について検討されたが、その際、日
本労働組合総連合会（略称 連合）による
意見書 31（表 3）が提出された（使用者側
（経団連）からは意見なし。）。 
表 2 2007 年日本政府年次報告案（ILO 第
27 号条約，1998 年 6月 1 日～2007 年 5月
31 日）の内容（設問別） 
問 内容 

I 前回報告に追加すべき事項なし。 
II 前回報告に追加すべき事項なし。 
III 監督組織については、2007 年 5月 31

日現在、労働基準監督署の数が 323
署、他に支署が４署、労働基準監督官
の数が 3,832 人、産業安全専門官の数 
が 390 人となっている。 

IV 前回報告に追加すべき事項なし。 
V 前回報告に追加すべき事項なし。 
VI 写し送付先： 

（使用者団体）日本経済団体連合会 
（労働者団体）日本労働組合総連合会 

表 3 日本労働組合総連合会「日本におけ
る〔ILO〕27 号条約の適用に関する意見」
（2007 年 9月） 
日本における 27 号条約の適用に関する意
見 

2007年 9 月 
日本労働組合総連合会 

1966年のコンテナ船就航以来、世界の物
流は個品輸送からコンテナ輸送に切り替わ
った。1931 年に 27 号条約が批准された当
時と比べて荷役作業形態がコンテナ化によ
り大幅に変化したものの、港湾労働の中で
重量貨物（１トン以上）の取扱作業は依然
として残っている。 

27 号条約並びに関連する国内法規が、港
湾運送事業者、港湾労働者、港湾労働組合
に周知徹底されているかどうかは、極めて
疑問である。 
実際の港湾作業の中で、法律がどのよう

に遵守されているかについては不明である
が、港湾作業の中で、重包装貨物（１トン
以上）の重量表示は概ね行われているよう
である。 
本条約や国内法規の遵守は、貨物の所有
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者（荷主）、又は荷主から依頼されて貨物
の梱包をする業者、貨物の輸送手続きを引
き受ける海運貨物取扱業者（あるいはフォ
ワーダー）が条約、規則を熟知し、貨物に
対して重量表示を施さない限り困難である
と考える。 
前述の通り、輸出入貨物の多くがコンテ

ナ化されていることから、個品貨物の重量
チェックは不可能となっている。従って、
この条約の主旨に合致させるためには、コ
ンテナの外壁に重量（純トン、総トン）を
表示すべきである。ISO 基準（30.48 トン）
を超える重量の貨物が積み込まれていたた
め、コンテナの底板が抜ける事故が発生し
たこともある。 
また、海上コンテナに重量表示がないこ

とから、コンテナトラックの運転手は、積
荷の中身や重さを知らされないまま運送し
ていることが多い。このため、海上コンテ
ナの陸送時に、トラックの運転手が過積載
で摘発される事例も数多く見られる上、事
故が起きた場合の責任は海上コンテナ運送
業者と運転手に全面的に負わされる。 
海上コンテナ貨物の安全輸送を確保する

ためには、個々の内蔵貨物の重量表示だけ
では十分でない。輸送実態に合致した条約
及び国内法規の整備が必要である。 

以上 
日本政府が連合のこの意見を 2007 年の

年次報告に掲載して報告を行ったところ、
CEACRは 2008年の CEACR報告書 32にお
いて、日本政府に対し、コンテナ荷役等の
現代的な荷役方法に対する本条約の実施の
あり方及びそれに関する諸問題について、
2008 年の CEACR の第 79 回会議に報告す
るよう要請した 33。 

日本側は 2008年 8月の第 11回 ILO懇談
会 34でこれを検討した。この時の 2008 年日
本政府年次報告案（本条約，2007年 6 月 1
日～2008 年 5 月 31 日）35の概要は表 4 の
とおりである。 
表 4 2008 年日本政府年次報告案（ILO 第
27 号条約，2007 年 6月 1 日～2008 年 5月
31 日）35の概要（設問別） 
問 内容（概略） 
I 前回報告に追加すべき事項なし。 
II （2007 年の CEACR からの直接要請

への回答として）安衛法第 35 条のコ
ンテナへの適用については、最大積載
重量の表示で足りる旨通達しており、
これは実際の重量が表示より重いこ
とによる労働災害を防止するにはこ
れで十分だからである。しかし、国際
海上コンテナの陸上輸送については、
コンテナ総重量等の正確な情報がト
ラック運転者に伝達されない等によ
る危険を防止するため、関係省庁と
「国際海上コンテナの陸上における
安全輸送ガイドライン」を策定して普
及に努めている。 

III 〈略〉 
IV 前回報告に追加すべき事項なし。 
V 前回報告に追加すべき事項なし。 
VI 写し送付先： 

（使用者団体）日本経済団体連合会 
（労働者団体）日本労働組合総連合会 

「国際海上コンテナの陸上における安全
輸送ガイドライン」36は、国土交通省に事務
局に置く 7 省庁の調整会議が、2005 年に策
定した「安全かつ効率的な国際物流の実現
のための施策パッケージ」37にもとづき、ワ
ーキンググループを設置して策定したもの
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で、国際海上コンテナの陸上安全輸送対策
の強化のため、荷主、外航船舶運航事業者、
ターミナルオペレーター、取次事業者等（取
次事業者、海運貨物取扱事業者及び利用運
送事業者）、トラック事業者、運転者がそ
れぞれ取り組むことが望ましい措置が記載
されている。 
第 11 回 ILO 懇談会では、この年次報告

案に対して、労働者側（連合）は「国際海
上コンテナの陸上における安全輸送ガイド
ラインが出た後も、事故が発生しており、
対応として不十分。ガイドラインに強制力
をもたせるべき。」38と主張し、この会議で
表 5 の意見書 39が配布された（使用者側か
らは意見なし。）。 
表 5 日本労働組合総連合会「第 27 号条約
の適用に関する意見」（2008 年 8月）39 

第 27 号条約の適用に関する意見 
船舶に依り運送せらるる重包装貨物の重量
表示に関する条約（1929 年） 

2008 年 8 月 29 日 
日本労働組合総連合会 

質問 II について 
政府指摘のように、2005 年 12 月、「国

際海上コンテナの陸上における安全輸送ガ
イドライン」が発出され、関係団体および
関係事業者等がガイドラインの普及に努め
ているが、ガイドライン発出後においても
国際海上コンテナ輸送中のトレーラー横転
による死亡事故等が発生し、ガイドライン
に基づく確実な取組がなされていない事例
が多く見受けられる。 
このため、国土交通省による説明会の開

催等、関係事業者に対するガイドラインの
周知徹底を図ることになっているが、ガイ
ドラインには拘束力も罰則規定もなく、国

際海上コンテナ輸送中の事故防止対策とし
ては不十分である。国際海上コンテナにお
ける発荷主の過積載や積み付け不具合（片
荷）、品名（貨種）詐取などを防止し、荷
主による情報開示を義務付け、貨物情報を
関係者が共有するためには、強制力を持た
せた法制化が不可欠である。 
さらに、海外における貨物の積み付け不

良や危険物表示の不備は国内法の適用外で
あるため、国際的な安全対策や基準作りが
欠かせない。ITF（国際運輸労連）は日本
の港湾労組の強い要望を受け、2008 年 6 月
の国際会議において、コンテナ貨物の安全
輸送に関する問題を協議する場を設置する
よう、ILO に要請することを決議した。 
世界の物流がコンテナ輸送に切り替わっ

て以来、ILO27 号条約は荷役作業形態に十
分、適応しているとは言い難く、早急にコ
ンテナ輸送に対応した新条約作りに取り掛
かるべきである。 

以上 
2009年のCEACR報告書 40には日本にお

ける本条約の適用に関する意見は不見当で
あるが、2009 年も本条約に関する日本政府
年次報告（2008 年 6 月 1 日～2009 年 5 月
31 日）41がなされた。政府は同報告案で、
設問 II への回答を「2009 年 8月 28 日に公
表した「国際海上コンテナの陸上における
安全輸送ガイドラインの取組状況等に関す
る実体調査」42によれば、トラック事業者が
コンテナ輸送時に経験した安全上の問題は、
ガイドライン発出後は発出前と比較して、
減少している。」としたため、第 13 回 ILO
懇談会で労働者側（連合）は「政府は「国
際海上コンテナの陸上における安全輸送ガ
イドラインの取り組み状況等に関する実態
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調査」にて、安全上の問題は減っていると
述べているが、重大事故は頻発している。
ガイドラインに基づく確実な取り組みが重
要であり、この点ガイドラインに強制力が
ないのが問題である。また、世界の物流が
コンテナ輸送に切り替わっている中、27号
条約が実態に十分に対応しているとは言い
難い。ILO は、早急にコンテナ輸送に対応
した新条約作りに取り掛かるべきであると
考える。」と批判した。この時連合は 2008
年の意見書に加筆した意見書 43を提出した
ので、2009 年日本政府年次報告にこれが掲
載された。これについて CEACR は 2010
年の CEACR 報告書で再びこの問題につい
ての意見 44を掲載し、その中で日本政府に
対し、引き続きコンテナ等の現代的荷役方
法に関する本条約実施上の困難と事故防止
のため講じる措置の報告を求めた。 
その後、2012 年に再び日本政府は本条約

についての年次報告（2009 年 6 月 1 日～
2012年 5 月 31 日）を行った。同報告案 45に
ついて議論された第 19回 ILO懇談会では、
連合から「コンテナ貨物への重量標示記載
を義務付けることや、海上コンテナ貨物の
安全輸送確保に向けた、条約など国際基準
の強化と拘束性ある国内法整備を早期に実
現してもらいたい。」との意見があり、政
府側は「労働安全衛生法第 35 条において、
コンテナの最大積載重量の表示が義務付け
られており、これは条約基準に適合したも
のと理解している。また、コンテナ情報の
伝達やトラック事業者の遵守事項を定めた
「国際海陸一貫運送コンテナの自動車運送
の安全確保に関する法律案」が 3 月 6 日に
閣議決定され、今国会に提出されている。」
と回答した（使用者側からは意見なし。）46。

この時も連合が意見書を提出している 47。
この連合意見が掲載された 2012 年日本政
府年次報告に対し、CEACR は直接要請 30

により、日本政府に対し、本条約に関係す
る国内法令により重量表示の義務者を明示
するとともに、連合が提起した懸念に関連
し、条約の実施及び労働災害防止のため講
じた措置に関するあらゆる情報を報告する
よう求めた。日本政府は、次回は 2025 年に
本条約に関する年次報告を行うこととなっ
ている 48。 
国際海陸一貫運送コンテナの自動車運送

の安全確保に関する法律案は、第 174 回国
会（2010 年）、第 180 回国会（2012 年）
に国会に提出されたがいずれも審議未了で
廃案となった。同法案については、全日本
トラック協会 49など事業者団体からも政府
に対して成立の要望がなされていたもので
ある。 
その後、国際海上コンテナの荷役安全の

問題については、日本が批准している
SOLAS 条約の改正及びその国内実施法で
ある船舶安全関係省令の改正という形で一
定の対処がなされた 50。即ち、2016 年 7月
1日発効の改正SOLAS条約で一定の大きさ
以上のコンテナ総重量の正確な証明等を義
務付ける国際海上輸出コンテナ総重量確定
制度 51が導入されたことにより、法令の整
備としては一定の改善がなされたものと思
われる（1.9.1節参照）。なお SOLAS条約
改正における ILOの貢献状況については本
分担研究では未調査である。 
1.6.5 改正の必要性の決定 
本条約は、国際労働基準の見直しのため

開催されたいわゆるカルティエ委員会
（1995～2002 年）52において、改正の必要
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があるとされ、理事会でもこれが決定され
ているが、未だ改正に向けた詳細な議論に
は至っていない 53,54。 
この時の議論 55では、本条約採択後にお

ける輸送方法の変化に伴う条約改正、特に
1980 年代以降に増加したコンテナ輸送へ
の適合、正確な重量の測定義務化と概算の
廃止、貨物の重量を特別な文書で通知する
こと、重量以外の事項についても表示する
こと、IMO 条約との互換等が提案され、改
正の形態としては一部改正や議定書採択な
どが提案された。一部の国々は改正は不要
とし、また、港湾労働における職業上の安
全及び衛生に関する条約（第 152 号，1979
年）の採択により本条約が冗長なものとな
っていること、本条約を他の商船関係条約
に含めることを提案する国もあったが、全
体としては、条約の改正を支持する意見が
大勢を占めたため、作業部会は理事会に対
し、本条約の改正等を勧告するに至った。 
1.7 沿革 
1.7.1 国際労働基準の設定 
ジュネーヴで行われた第 12 回国際労働

会議において、昭和 4 年（1929 年）6月 21
日、船舶ニ依リ運送セラルル重包装貨物ノ
重量標示ニ関スル条約（ILO 第 27 号条約）
が採択され、その後昭和 7 年 3 月 9 日に効
力を発生した。日本は昭和 6年 2 月 20 日こ
れを批准し、同年 3 月 16 日に批准登録、3
月 25 日に公布し、昭和 7年 3月 9 日に国内
で効力発生した 5。本条約の詳しい沿革につ
いては、1.6.2 節及び 1.6.5 節で述べる。 
1.7.2 重貨物ノ重量標示ニ関スル件等の

制定及び本条約の批准 
日本では、この条約を批准に先立つ昭和

5 年 5 月 6 日、独立命令（警察命令）とし

て重貨物ノ重量標示ニ関スル件（昭和 5 年
内務省令第 16 号）56が公布され、昭和 5年
7 月 1日に施行された。 
（昭和 5年 5 月 6 日付官報第 1002 號） 
◎內務省令第十六號 
重貨物ノ重量標示ニ關スル件左ノ通定ム 
昭和五年五月六日 

內務大臣 安達 謙藏  
重貨物ノ重量標示ニ關スル件 

第一條 一貨物ニシテ重量千瓩以上ノモノ
（包裝セラレザル木材、石材、鐵材其ノ
他之ニ類スルモノヲ除ク）ヲ發送セント
スル者ハ發送前見易ク且容易ニ消磨セザ
ル方法ヲ以テ其ノ重量ヲ表記スベシ但シ
當該貨物ノ重量ヲ計量シ難キ場合ニ於テ
其ノ重量千瓩以上ナリト推定セラルルト
キハ推定重量ヲ表記スベシ 

第二條 貨物發送者前條ノ規定ニ違反シタ
ルトキハ科料ニ處ス 

第三條 貨物發送者未成年者若ハ禁治產者
ナルトキ又ハ法人ナルトキハ之ニ適用ス
ベキ罰則ハ其ノ法定代理人又ハ法人ヲ代
表スル者ニ之ヲ適用ス但シ營業ニ關シ成
年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付
テハ此ノ限ニ在ラズ 

第四条 貨物發送者ハ其ノ代理人、戸主、
家族、同居者、雇人其ノ他ノ從業者ニシ
テ本令ニ違反スル所爲ヲ爲シタルトキハ
自己ノ指揮ニ出デザルノ故ヲ以テ其ノ處
罰ヲ免ルルコトヲ得ズ 

附 則 
本令ハ昭和五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス 
同令第 1 条には、本条約第 1 条第 2 項の

規定に基づき「但シ當該貨物ノ重量ヲ計量
シ難キ場合ニ於テ其ノ重量千瓩以上ナリト
推定セラルルトキハ推定重量ヲ表記スベ
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があるとされ、理事会でもこれが決定され
ているが、未だ改正に向けた詳細な議論に
は至っていない 53,54。 
この時の議論 55では、本条約採択後にお

ける輸送方法の変化に伴う条約改正、特に
1980 年代以降に増加したコンテナ輸送へ
の適合、正確な重量の測定義務化と概算の
廃止、貨物の重量を特別な文書で通知する
こと、重量以外の事項についても表示する
こと、IMO 条約との互換等が提案され、改
正の形態としては一部改正や議定書採択な
どが提案された。一部の国々は改正は不要
とし、また、港湾労働における職業上の安
全及び衛生に関する条約（第 152 号，1979
年）の採択により本条約が冗長なものとな
っていること、本条約を他の商船関係条約
に含めることを提案する国もあったが、全
体としては、条約の改正を支持する意見が
大勢を占めたため、作業部会は理事会に対
し、本条約の改正等を勧告するに至った。 
1.7 沿革 
1.7.1 国際労働基準の設定 
ジュネーヴで行われた第 12 回国際労働

会議において、昭和 4 年（1929 年）6月 21
日、船舶ニ依リ運送セラルル重包装貨物ノ
重量標示ニ関スル条約（ILO 第 27 号条約）
が採択され、その後昭和 7 年 3 月 9 日に効
力を発生した。日本は昭和 6年 2 月 20 日こ
れを批准し、同年 3 月 16 日に批准登録、3
月 25 日に公布し、昭和 7年 3月 9 日に国内
で効力発生した 5。本条約の詳しい沿革につ
いては、1.6.2 節及び 1.6.5 節で述べる。 
1.7.2 重貨物ノ重量標示ニ関スル件等の

制定及び本条約の批准 
日本では、この条約を批准に先立つ昭和

5 年 5 月 6 日、独立命令（警察命令）とし

て重貨物ノ重量標示ニ関スル件（昭和 5 年
内務省令第 16 号）56が公布され、昭和 5年
7 月 1日に施行された。 
（昭和 5年 5 月 6 日付官報第 1002 號） 
◎內務省令第十六號 
重貨物ノ重量標示ニ關スル件左ノ通定ム 
昭和五年五月六日 

內務大臣 安達 謙藏  
重貨物ノ重量標示ニ關スル件 

第一條 一貨物ニシテ重量千瓩以上ノモノ
（包裝セラレザル木材、石材、鐵材其ノ
他之ニ類スルモノヲ除ク）ヲ發送セント
スル者ハ發送前見易ク且容易ニ消磨セザ
ル方法ヲ以テ其ノ重量ヲ表記スベシ但シ
當該貨物ノ重量ヲ計量シ難キ場合ニ於テ
其ノ重量千瓩以上ナリト推定セラルルト
キハ推定重量ヲ表記スベシ 

第二條 貨物發送者前條ノ規定ニ違反シタ
ルトキハ科料ニ處ス 

第三條 貨物發送者未成年者若ハ禁治產者
ナルトキ又ハ法人ナルトキハ之ニ適用ス
ベキ罰則ハ其ノ法定代理人又ハ法人ヲ代
表スル者ニ之ヲ適用ス但シ營業ニ關シ成
年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付
テハ此ノ限ニ在ラズ 

第四条 貨物發送者ハ其ノ代理人、戸主、
家族、同居者、雇人其ノ他ノ從業者ニシ
テ本令ニ違反スル所爲ヲ爲シタルトキハ
自己ノ指揮ニ出デザルノ故ヲ以テ其ノ處
罰ヲ免ルルコトヲ得ズ 

附 則 
本令ハ昭和五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス 
同令第 1 条には、本条約第 1 条第 2 項の

規定に基づき「但シ當該貨物ノ重量ヲ計量
シ難キ場合ニ於テ其ノ重量千瓩以上ナリト
推定セラルルトキハ推定重量ヲ表記スベ

分担研究報告書（森山誠也） 

947 

シ」との特例が設けられたが、本条約の当
該規定は、ILO における条約案の採択にあ
たり日本政府が提案したものである
（1.6.2.5節参照）。 
また、本令において既に、対象貨物を船

舶により運送されるものに限定していなか
ったことに注意を要する。 
また、ヴェルサイユ条約第 421 条の規定

（植民地等への適用に関する条項）に基づ
き、外地である日本委任統治領南洋群島（昭
和 5 年 6 月 30 日南洋庁令第 2 号，昭和 5
年 9 月 1 日施行 57）、樺太（昭和 5 年 7 月
16 日樺太庁令第 30 号，昭和 5 年 8 月 1 日
施行 58）、朝鮮（昭和 5 年 9 月 19 日朝鮮総
督府令第80号，昭和5年11月1日施行 59）、
関東州（昭和 5 年 11 月 1 日関東庁令第 69
号，昭和 5 年 11 月 15 日施行 60，ただし昭
和 5年内務省令第 16号第 3条に該当する規
定無し）及び台湾（昭和 5 年 11 月 12 日台
湾総督府令第 40 号，発布日施行 61）におい
てもそれぞれ同様の規制が行われた 62。 
なお、1940 年、日本は ILO を脱退し、

それ以後 1951年 11月に再加盟するまで非
加盟国であったが、本条約を含め、脱退時
に批准済であった 14 条約についてはその
間も批准したままであった 97。 
戦後、日本国憲法の施行と同時に、本令

を含む独立命令（警察命令）については原
則として効力が失われることとなったが、
日本国憲法施行の際現に効力を有する命令
の規定の効力等に関する法律（昭和 22 年 4
月 18日法律第 72号）第1条の規定により、
日本国憲法施行後も昭和 22 年 12 月 31 日
までに限り効力を有したものと考えられる。 

1.7.3 労働基準法制定 
労働基準法（昭和 22 年 4 月 7 日法律第

49 号）は昭和 22 年 9月 1日と 11 月 1 日の
2 回に分けて施行されたが 63、労働者の安
全及び衛生に関する事項を定める同法第 5
章は、工場法、労働者災害扶助法等のうち
安全衛生等に係る事項を廃止する規定とと
もに、昭和 22 年 11 月 1日に施行された。 

ILO 第 27 号条約の国内担保法は旧労働
安全衛生規則（昭和 22 年 10 月 31 日労働
省令第 9 号，以下「旧安衛則」という。）
第 123 条に引き継がれることとなり 64、同
令は労働基準法旧第5章とともに昭和22年
11 月 1 日に施行された。 
労働安全衞生規則（昭和二十二年十月三十
一日労働省令第九号） 

第二編 安全基準 
第六章 崩壞、落下の予防 

第百二十三條 一貨物で、一トン以上の重
量物を発送し、又は運搬しようとすると
きは、見易く、且つ容易に消滅しない方
法で、その重量を標示しなければならな
い。但し、貨物の重量を計測し難い場合
で、その重量が一トン以上であると推定
されるときは、推定重量を標示しなけれ
ばならない。 
同条については、労働省労働基準局編『労

働法コンメンタール 3 改訂新版 労働基準
法 下』（労務行政研究所，1968 年）65で次
のとおり解説がなされている。 
第四十五条 略 
【解 説】 
〔2〕安全基準 
⑻ 崩壊、落下の予防 
(g) 貨物の重量標示 

重い重量の品物を運搬し、取り扱う
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場合に、その品物の正確な重量が明ら
かであれば各種の便宜がえられ、また
災害防止上にも有効である。第一三回
国際労働総会において「船舶に依り運
送される重包装貨物の重量標示に関す
る条約」（第二七号）が採択されてお
り、諸外国においてもこの重量標示に
関し法令をもって規定している例が多
い。安全衛生規則第一二三条では、船
舶運送に限らず一般の貨物に対しても
重量が一トン以上の一貨物を発送し、
又は運搬しようとするときは、見易く、
容易に消滅しない方法で、その重量を
標示することを規定し、貨物の重量が
計測し難い場合で、その重量が一トン
以上あると推定されるときはその規定
重量を標示しなければならないことを
規定している。なお、この規定は、包
装、結束の有無にかかわらず適用があ
り、また一貨物とは運送荷役において
取扱との対象となる一単位重量物をい
うものと解されている（昭和三三・二・
一三基発第九〇号）。 

同条は、同書の労働基準法第 45 条の逐条
解説中で解説されていることから考えると、
労働基準法第 45 条の命令委任規定に基づ
いて使用者が講ずべき危害防止基準を定め
たものと思われる。 
しかし、旧安衛則第 123 条は名宛人を特

定しておらず 何
なん
人
ぴと
にも適用されるような

規定振りとなっているから、この点が問題
となる。即ち、同条の規定を使用者を義務
主体として適用する場合には、労働基準法
第 45 条の規定による同法第 42 条の委任命
令と解すことができるが、使用者以外を義

務主体とする場合については、根無し規定
となる。 
ところで日本は、条約につき一般的受容

方式（国際法を国内法に一般的に受容して
その国内的効力を認めるとするもの。この
場合、国際法を国内法として立法し直す必
要はなく、議会の承認を得ることで足り
る。）を採っていることから 66、旧安衛則
第 123 条が使用者以外を名宛人に係る部分
が根無しとしても ILO 第 27 号条約が効力
を有していたことに違いはない。 
1.7.4 沖縄法令 
戦後、アメリカ合衆国の統治下にあった

沖縄では、昭和 28 年 9月 1 日に勞働基準法
（1953 年立法第 44 号）67が公布され、同年
10 月 1 日から施行され、本土と同様、安全
及び衛生に関する具体的事項については勞
働安全衛生規則（1954 年規則第 5号）に委
任されたが、その中に重量標示規定がおか
れた 68。 
勞働安全衛生規則（一九五四年規則第五号） 

第二編 安全基準 
第六章 崩落、落下の予防 

第百二十八条 一貨物で、一トン以上の重
量物を發送し、又は運搬しようとすると
きは、見易く、且つ容易に消滅しない方
法で、その重量を標示しなければならな
い。但し、貨物の重量を計測し難い場合
で、その重量が一トン以上であると推定
されるときは、推定重量を標示しなけれ
ばならない。 
沖縄は、本法公布目前の昭和 47 年 5 月

15 日に本土に復帰し、以後本土の法令が適
用されている。 
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場合に、その品物の正確な重量が明ら
かであれば各種の便宜がえられ、また
災害防止上にも有効である。第一三回
国際労働総会において「船舶に依り運
送される重包装貨物の重量標示に関す
る条約」（第二七号）が採択されてお
り、諸外国においてもこの重量標示に
関し法令をもって規定している例が多
い。安全衛生規則第一二三条では、船
舶運送に限らず一般の貨物に対しても
重量が一トン以上の一貨物を発送し、
又は運搬しようとするときは、見易く、
容易に消滅しない方法で、その重量を
標示することを規定し、貨物の重量が
計測し難い場合で、その重量が一トン
以上あると推定されるときはその規定
重量を標示しなければならないことを
規定している。なお、この規定は、包
装、結束の有無にかかわらず適用があ
り、また一貨物とは運送荷役において
取扱との対象となる一単位重量物をい
うものと解されている（昭和三三・二・
一三基発第九〇号）。 

同条は、同書の労働基準法第 45 条の逐条
解説中で解説されていることから考えると、
労働基準法第 45 条の命令委任規定に基づ
いて使用者が講ずべき危害防止基準を定め
たものと思われる。 
しかし、旧安衛則第 123 条は名宛人を特

定しておらず 何
なん
人
ぴと
にも適用されるような

規定振りとなっているから、この点が問題
となる。即ち、同条の規定を使用者を義務
主体として適用する場合には、労働基準法
第 45 条の規定による同法第 42 条の委任命
令と解すことができるが、使用者以外を義

務主体とする場合については、根無し規定
となる。 
ところで日本は、条約につき一般的受容

方式（国際法を国内法に一般的に受容して
その国内的効力を認めるとするもの。この
場合、国際法を国内法として立法し直す必
要はなく、議会の承認を得ることで足り
る。）を採っていることから 66、旧安衛則
第 123 条が使用者以外を名宛人に係る部分
が根無しとしても ILO 第 27 号条約が効力
を有していたことに違いはない。 
1.7.4 沖縄法令 
戦後、アメリカ合衆国の統治下にあった

沖縄では、昭和 28 年 9月 1 日に勞働基準法
（1953 年立法第 44 号）67が公布され、同年
10 月 1 日から施行され、本土と同様、安全
及び衛生に関する具体的事項については勞
働安全衛生規則（1954 年規則第 5号）に委
任されたが、その中に重量標示規定がおか
れた 68。 
勞働安全衛生規則（一九五四年規則第五号） 

第二編 安全基準 
第六章 崩落、落下の予防 

第百二十八条 一貨物で、一トン以上の重
量物を發送し、又は運搬しようとすると
きは、見易く、且つ容易に消滅しない方
法で、その重量を標示しなければならな
い。但し、貨物の重量を計測し難い場合
で、その重量が一トン以上であると推定
されるときは、推定重量を標示しなけれ
ばならない。 
沖縄は、本法公布目前の昭和 47 年 5 月

15 日に本土に復帰し、以後本土の法令が適
用されている。 
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1.7.5 労働安全衛生法制定 
本条約の国内担保法は、本法の施行とと

もに労働基準法から本条の規定にとって変
わった。ただし、貨物の重量が計測し難い
場合の推定重量の表示に関する特例は本条
には受け継がれなかった。また、包装され
ていない貨物で、その重量が一見して明ら
かであるものに係る除外が明記されること
となった。 
1.8 運用（適用の実際） 
重貨物に対して本条の規定に基づく重量

表示がなされていない場合は、貨物荷役作
業において重量を実際より少なく見積もっ
てしまうこと等により、クレーンが転倒し
たり、過荷重によりクレーン等のワイヤー
ロープが切断したりする事故が生じ、ある
いは貨物を船舶内に配置する際に重量のバ
ランスが崩れて船舶が傾く等の問題が生じ
ることが考えられる。 
本条の規定の適用を受ける貨物としては、

例えばコンテナ、包装された機械設備、フ
レコンバックに入れられた土石等が考えら
れる。 
平成23年から令和2年までの労働基準監

督年報の統計表「定期監督等実施状況・法
違反状況」には、本条に係る項がないため、
定期監督等における違反件数は不明である。
申告監督及び再監督については、そもそも
条文毎の違反件数が集計されていないため
件数は不明である。 
また、人事委員会等が労働基準監督を行

う非現業等の地方公務員に関する状況など、
労働基準監督官が監督を行わない領域にお
ける状況については時間の制約上、調査が
及ばなかった。 

労働基準監督年報の統計表「送検事件状
況」は、労働基準監督官が送検した労働基
準関係法令違反事件の主条文を全て計上し
たものであるが、これによると、本条を主
条文とした送検事件は、いずれの年もなか
った。 
通常司法警察員、検察官等が独自に立件

した事件については、条文別の統計がない
ため不明である。 
しかし、複数の関係者に聴取したところ、

本条違反で行政措置（是正勧告）を行った
例が複数確認された。 
1.9 関係分野の状況 
1.9.1 SOLAS条約及び船舶安全関係法令 
国際海上コンテナの質量証明義務等につ

いては、現在、千九百七十四年の海上にお
ける人命の安全のための国際条約（昭和 55
年（1980 年）5 月 15 日加入書寄託，同月
24 日公布・告示，同月 25日国内効力発生，
略称 SOLAS 条約）69の枠組みで規定され
ている。 
同条約では、1986年の改正により、附属

書第 7 章で火薬類その他の危険物の運送に
係る安全について例えば同第 4 規則で「危
険物を入れた容器には、正しい専門的名称
（取引上の名称は、使用してはならない。）
によつてその内容を表示するものとし、明
確な標識を付してその危険性を明らかにす
る。」70と規定されるなど、貨物の輸送にお
ける安全に関する事項も規定されていた。 
その後、同条約の附属書が改正され、新

第 6 章第 2 規則により、荷送人は船長等に
対し貨物又は貨物ユニット（一定規模以上
のコンテナなど）の総質量等を記載した貨
物資料を提供しなければならないこと等が
規定され、1994 年 1 月 1 日に発効した 71。 
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しかし、その後も、さらなる改正により、
次のとおり、当該総重量の計量方法が定め
られ、2016 年 7月 1 日に発効した 72。 
○外務省告示第百二十七号（抄） 
昭和四十九年十一月一日にロンドンで作

成された「千九百七十四年の海上における
人命の安全のための国際条約」の附属書の
一部は、同条約第八条の規定に従い、次の
ように改正され、その改正は、同条の規定
に従い、平成二十八年七月一日に効力を生
じた。 
（平成二十八年二月十八日付け国際海事
機関事務局長書簡） 
令和元年八月二十八日 

外務大臣 河野 太郎 
第六章Ａ部第二規則３の次に次の４から

６までを加える。 
４ コンテナーによつて運送される貨物
については、この第二規則２.1 に規定
する総質量は、荷送人により次のいず
れかの方法によつて確認される。ただ
し、車台又はトレーラーに積載されて
いるコンテナーが、第三章第三規則に
定義する短国際航海に従事するロール
オン・ロールオフ船に当該車台又はト
レーラーごと積み込まれ、又は積み卸
される場合は、この限りでない。 
.1 較正され、及び証明された設備を
用いて、こん包されているコンテナ
ーを計量すること。 

.2 コンテナーのこん包が完了した国
の権限のある当局が承認した証明さ
れた方法により、パレット、荷敷き
その他コンテナーにこん包される固
定用の材料の質量を含めて全てのこ
ん包及び貨物を計量し、及びその質

量にコンテナーの自重を加えるこ
と。 

５ コンテナーの荷送人は、確認された
総質量が船積書類に記載されているこ
とを確保する。船積書類は、次の要件
を満たすものとする。 
.1 荷送人から正当に委任を受けた者
によつて署名されること。 

.2 船舶の積付け計画の準備に用いる
ため、船長又はその代理人の要求す
るところにより、船長又はその代理
人及び係留施設の代表者に対して十
分な余裕をもつて事前に提出される
こと。 

６ こん包されたコンテナーに関する船
積書類に確認された総質量についての
記載がなく、かつ、船長又はその代理
人及び係留施設の代表者が当該こん包
されたコンテナーの確認された総質量
に係る情報を入手していない場合に
は、当該こん包されたコンテナーは、
船舶に積み込んではならない。 

同条約の国内担保法は、危険物船舶運送
及び貯蔵規則（昭和 32 年 8 月 20 日運輸省
令第 30 号）及び特殊貨物船舶運送規則（昭
和 39年 9月 2 日運輸省令第 62 号）である
51,73。 
特殊貨物船舶運送規則第 1 条の 2 の 2 及

び第 1 条の 2 の 3 並びに危険物船舶運送及
び貯蔵規則第 13 条第 2 項及び第 31 条の 2
の規定により、船舶により本邦外に貨物を
輸送する場合で船舶航行上の危険を防止す
るため特別な注意を必要とする貨物の運送
を行うとき（コンテナによる貨物の輸送等
を含む。）等においては、荷送人は、船積
み前に、荷送人及び荷受人の名称・住所、
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しかし、その後も、さらなる改正により、
次のとおり、当該総重量の計量方法が定め
られ、2016 年 7月 1 日に発効した 72。 
○外務省告示第百二十七号（抄） 
昭和四十九年十一月一日にロンドンで作

成された「千九百七十四年の海上における
人命の安全のための国際条約」の附属書の
一部は、同条約第八条の規定に従い、次の
ように改正され、その改正は、同条の規定
に従い、平成二十八年七月一日に効力を生
じた。 
（平成二十八年二月十八日付け国際海事
機関事務局長書簡） 
令和元年八月二十八日 

外務大臣 河野 太郎 
第六章Ａ部第二規則３の次に次の４から

６までを加える。 
４ コンテナーによつて運送される貨物
については、この第二規則２.1 に規定
する総質量は、荷送人により次のいず
れかの方法によつて確認される。ただ
し、車台又はトレーラーに積載されて
いるコンテナーが、第三章第三規則に
定義する短国際航海に従事するロール
オン・ロールオフ船に当該車台又はト
レーラーごと積み込まれ、又は積み卸
される場合は、この限りでない。 
.1 較正され、及び証明された設備を
用いて、こん包されているコンテナ
ーを計量すること。 

.2 コンテナーのこん包が完了した国
の権限のある当局が承認した証明さ
れた方法により、パレット、荷敷き
その他コンテナーにこん包される固
定用の材料の質量を含めて全てのこ
ん包及び貨物を計量し、及びその質

量にコンテナーの自重を加えるこ
と。 

５ コンテナーの荷送人は、確認された
総質量が船積書類に記載されているこ
とを確保する。船積書類は、次の要件
を満たすものとする。 
.1 荷送人から正当に委任を受けた者
によつて署名されること。 

.2 船舶の積付け計画の準備に用いる
ため、船長又はその代理人の要求す
るところにより、船長又はその代理
人及び係留施設の代表者に対して十
分な余裕をもつて事前に提出される
こと。 

６ こん包されたコンテナーに関する船
積書類に確認された総質量についての
記載がなく、かつ、船長又はその代理
人及び係留施設の代表者が当該こん包
されたコンテナーの確認された総質量
に係る情報を入手していない場合に
は、当該こん包されたコンテナーは、
船舶に積み込んではならない。 

同条約の国内担保法は、危険物船舶運送
及び貯蔵規則（昭和 32 年 8 月 20 日運輸省
令第 30 号）及び特殊貨物船舶運送規則（昭
和 39年 9月 2 日運輸省令第 62 号）である
51,73。 
特殊貨物船舶運送規則第 1 条の 2 の 2 及

び第 1 条の 2 の 3 並びに危険物船舶運送及
び貯蔵規則第 13 条第 2 項及び第 31 条の 2
の規定により、船舶により本邦外に貨物を
輸送する場合で船舶航行上の危険を防止す
るため特別な注意を必要とする貨物の運送
を行うとき（コンテナによる貨物の輸送等
を含む。）等においては、荷送人は、船積
み前に、荷送人及び荷受人の名称・住所、
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貨物の特性、貨物の質量（コンテナ等の場
合はその総質量）等を記載した資料を船長
に提出しなければならず、一定規模以上の
コンテナの質量については、コンテナに貨
物を入れた状態でその総質量を計量するか、
コンテナとその内容物の各質量を個々に計
量して合計するという、いずれも実際に質
量する方法により質量を確定し、コンテナ
ヤード代表者にその確定した重量を記載し
た資料を提出しなければならない。 
コンテナ総重量の確定の責任を有するの

は原則として「荷送人」とされているが、
これは「船社との間で海上運送契約を締結
した荷送人（発荷主）として、船荷証券（B/L: 
Bill of Lading）若しくは海上貨物運送状
（Waybill）又はこれに相当する複合運送書
類の荷送人（Shipper）の欄に名前のある者
（Master B/L に荷送人として記される者
等）とする。…」74（実際には、例えば商社
など）などと定義されており、実際にコン
テナに貨物を収納する作業を行う者（梱包
業者など）とは異なることが多いと思われ
る。また、荷送人は、第三者に重量確定業
務を委託することができる。さらに、荷送
人自ら重量確定を行う場合は国土交通大臣
への届出、第三者として重量確定を行う者
は国土交通大臣による登録が必要である。 
なお、これらの規定違反の罰則は 20 万円

以下の罰金であるため、本条違反罪が 6 か
月以下の懲役 50 万円以下の罰金であるの
に比べると刑量が軽い。 
1.9.2 計量法 
計量の基準を定め、適正な計量の実施を

確保し、もって経済の発展及び文化の向上
に寄与することを目的とする計量法（平成
4 年 5 月 20 日法律第 51 号）については、

本条の実施に寄与するものであるが、同法
中本条に関わる規定について 1.4.2 節で簡
単に述べるにとどめた。 
1.10 検討課題 
1.10.1 荷役・運送災害防止のための措置義

務者 
本条のように、荷造りを行う、あるいは

荷を発送する者に対する義務を課すという
方式は、荷役ないし運送における安全にと
って非常に重要な位置を占める。その重要
性が船舶安全ないし陸上コンテナ輸送の分
野において認識されてきていることは
1.9.1節で述べたとおりであるが、陸上貨物
輸送においても、荷の内部における偏荷重
や高重心、荷役用具の最大積載荷重違反な
どは、荷造りをする者等に義務を課さなけ
れば、防止できないものと思われる。 
また、本条は、荷役や貨物運送に焦点を

あてて使用従属関係の外にある者に義務を
課している点で本法中唯一の条文である。
荷役や貨物運送は、運送事業者のみならず
荷主や梱包事業者といった様々な者が関わ
り、運送事業者だけでは十分に危害を防止
できないことも多い。したがって、運送業
務あるいは荷役業務における労働災害を防
止するための措置義務者（名宛人）の定め
方やその措置内容については、技術的・法
律的見地から十分研究し、運送事業者など
社会の一部分にしわ寄せのかからない、よ
り合理的な労働災害防止の法制度を構築し
ていくことが必要である。 
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1.10.2 荷役用具 
図 1 ロールボックスパレット（転倒災害
例 75から） 

 
死亡災害を含む労働災害の原因となる荷

役用具として、ロールボックスパレット 76

（1例として、図 1）がある 77。 
ロールボックスパレットは、カゴ車とも

呼ばれ、その利便性のため、運送業、商業、
倉庫業、こん包業等で多用されており、商
品と共に移動し、色々な業種の労働者によ
ってバトンタッチされていく荷役用具の 1
つである。 
流通しているロールボックスパレットは、

沢山の荷を積載したいがために縦長に製造
されており、その殆どが、JIS Z 0610 の転
倒防止試験をクリアできない 78、つまり製
造時において既に転倒防止性能に問題のあ
る製品である。しかし、転倒以外にも、車
輪にストッパが設けられていないもの（JIS 
Z 0610 等でも必須とされていない。）や各
部に不良のあるものなどがあるほか、改良
型の開発が行われていることから 79、改良
型への更新の促進も必要である。 
しかし、ロールボックスパレットは荷主

等運送事業者以外が所有していることも多
く 80、運送事業者が自由に修理、交換等を
しにくい状況にあり、令和 3 年暮れから令
和 4 年にかけて行われた陸上貨物運送事業

労働災害防止協会の「陸上貨物運送業にお
ける荷役作業の安全対策に関する検討会」
でも、多種多様な問題や対策が話し合われ
たが、議事録 81から荷主等に対する運送事
業者の困難な立場がうかがわれ、ロールボ
ックスパレットについても最終的には「…
陸運事業者が不具合のあるロールボックス
パレットを発見した際に、そのまま使用し
て荷役作業を行うことは危険なため、所有
者又は荷主に対して当該 ロールボッスパ
レットの不具合を直ちに報告するとともに、
その後の対応を協議すること。」82という提
言に止まった。 
荷役用具については、荷そのものと異な

ることから、1.10.1 節と同様の観点をもち
つつ、異なる検討が必要であると思われる。 
なお、荷役用具の構造基準規制について

は、名宛人を荷主等に指定せず構造規格化
し、製造、譲渡、貸与等の規制をすべきと
いう考え方もあるが、これは別の研究に譲
ることとしたい。 
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1.10.2 荷役用具 
図 1 ロールボックスパレット（転倒災害
例 75から） 

 
死亡災害を含む労働災害の原因となる荷

役用具として、ロールボックスパレット 76

（1例として、図 1）がある 77。 
ロールボックスパレットは、カゴ車とも

呼ばれ、その利便性のため、運送業、商業、
倉庫業、こん包業等で多用されており、商
品と共に移動し、色々な業種の労働者によ
ってバトンタッチされていく荷役用具の 1
つである。 
流通しているロールボックスパレットは、

沢山の荷を積載したいがために縦長に製造
されており、その殆どが、JIS Z 0610 の転
倒防止試験をクリアできない 78、つまり製
造時において既に転倒防止性能に問題のあ
る製品である。しかし、転倒以外にも、車
輪にストッパが設けられていないもの（JIS 
Z 0610 等でも必須とされていない。）や各
部に不良のあるものなどがあるほか、改良
型の開発が行われていることから 79、改良
型への更新の促進も必要である。 
しかし、ロールボックスパレットは荷主

等運送事業者以外が所有していることも多
く 80、運送事業者が自由に修理、交換等を
しにくい状況にあり、令和 3 年暮れから令
和 4 年にかけて行われた陸上貨物運送事業

労働災害防止協会の「陸上貨物運送業にお
ける荷役作業の安全対策に関する検討会」
でも、多種多様な問題や対策が話し合われ
たが、議事録 81から荷主等に対する運送事
業者の困難な立場がうかがわれ、ロールボ
ックスパレットについても最終的には「…
陸運事業者が不具合のあるロールボックス
パレットを発見した際に、そのまま使用し
て荷役作業を行うことは危険なため、所有
者又は荷主に対して当該 ロールボッスパ
レットの不具合を直ちに報告するとともに、
その後の対応を協議すること。」82という提
言に止まった。 
荷役用具については、荷そのものと異な

ることから、1.10.1 節と同様の観点をもち
つつ、異なる検討が必要であると思われる。 
なお、荷役用具の構造基準規制について

は、名宛人を荷主等に指定せず構造規格化
し、製造、譲渡、貸与等の規制をすべきと
いう考え方もあるが、これは別の研究に譲
ることとしたい。 
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22 第 36条 
2.1 条文 

第四章 労働者の危険又は健康障害
を防止するための措置 

（厚生労働省令への委任） 
第三十六条 第三十条第一項若しくは第四
項、第三十条の二第一項若しくは第四項、
第三十条の三第一項若しくは第四項、第
三十一条第一項、第三十一条の二、第三
十二条第一項から第五項まで、第三十三
条第一項若しくは第二項又は第三十四条
の規定によりこれらの規定に定める者が
講ずべき措置及び第三十二条第六項又は
第三十三条第三項の規定によりこれらの
規定に定める者が守らなければならない
事項は、厚生労働省令で定める。 
第4章には第20条から本条までが含まれ

る。 
2.2 趣旨及び概要 
本条（第 36 条のことをいう。以下同条の

逐条解説部分において同じ。）は、本法第
4 章（労働者の危険又は健康障害を防止す
るための措置）のうち特別規制に係る部分
に関し、厚生労働省令に包括的に委任する
事項を一括して規定したものである。 
同章は、前半（第 20 条～第 28 条の 2）

において直接的な雇用関係に基づいた事業
者及び労働者の義務を定めているが、それ
だけでは労働災害を防止するのに不十分で
あるため、後半（第 29 条～第 35 条）にお
いて請負関係により雇用主が異なる労働者
が一の場所で混在作業を行う場合等を想定
し、その元方事業者及び注文者の義務並び
にこれらに応じた関係請負人及び関係労働
者の義務を定めているほか、発注者による
違法な指示の禁止、機械等貸与者等及び建

築物貸与者の義務並びに重量 1 トン以上の
貨物の荷送人の重量表示義務を定めている。 
そして、これらの規定について厚生労働

省令へ包括的に委任する事項について、前
半は第 27 条で、後半は本条で規定している。 
ただし、第 4 章後半のうち、第 29 条、第

29 条の 2、第 31 条の 4、第 32 条第 7 項及
び第 35 条については、命令委任がないか、
個別の命令委任しかなく本条とは関わりが
ない。 
また、第 31 条の 3でも、厚生労働省令へ

の包括的委任がなされているが、その委任
規定を同条中に置いており本条とは関わり
がない。 
なお、第 32 条第 6 項については、現在、

本条の規定により委任された厚生労働省令
の規定が存在せず 83、死文となっている。 
本条について、包括的な命令委任の是非、

省令制定権限の行使の適切性等の論点があ
るが、第 27 条と共通する論点については、
本研究協力者による「労働安全衛生法第 26
条及び第 27 条の逐条解説」（最終年度版）
を参照されたい。 
2.3 被引用規定の概要 
本条で引用されている規定の概要は次の

とおりである。 
条項 規定内容の概要 

第 30条
第 1項 

特定元方事業者は、その労働者及
び関係請負人の労働者の作業が
同一の場所において行われるこ
とによって生ずる労働災害を防
止するため、協議組織の設置等労
働災害を防止するための必要な
事項に関する必要な措置を講じ
なければならないこと。 

第 30条 統括安全衛生管理義務者として
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第 4項 指名を受けた事業者は、当該場所
において当該仕事の作業に従事
するすべての労働者に関し、第 1
項に規定する措置を講じなけれ
ばならないこと。また、この場合
においては、当該指名された事業
者及び当該指名された事業者以
外の事業者については、第 1項の
規定は、適用しないこと。 

第 30条
の2第1
項 

製造業その他政令で定める業種
に属する事業（特定事業を除く。）
の元方事業者は、その労働者及び
関係請負人の労働者の作業が同
一の場所において行われること
によって生ずる労働災害を防止
するため、作業間の連絡及び調整
を行うことに関する措置その他
必要な措置を講じなければなら
ないこと。 

第 30条
の2第4
項 

第 30条の 2第 1項の元方事業者
に関しても第 30条第 4項と同様
の規定を定めるものである。 

第 30条
の3第1
項 

第 25条の 2第 1項に規定する仕
事が数次の請負契約によつて行
われる場合（第 4 項の場合を除
く。）においては、元方事業者は、
当該場所において当該仕事の作
業に従事するすべての労働者に
関し、同条第 1項各号の措置を講
じなければならないこと。また、
この場合においては、当該元方事
業者及び当該元方事業者以外の
事業者については、同項の規定
は、適用しないこと。 

第 30条
の3第4

第 30条の 3第 1項の元方事業者
に関しても第 30条第 4項と同様

項 の規定を定めるものである。 
第 31条
第 1項 

特定事業の仕事を自ら行う注文
者（※該当する注文者が複数存在
する場合は最先次のもの）は、建
設物、設備又は原材料を、当該仕
事を行う場所においてその請負
人の労働者に使用させるときは、
当該建設物等について、当該労働
者の労働災害を防止するため必
要な措置を講じなければならな
いこと。 

第 31条
の 2 

化学物質、化学物質を含有する製
剤その他の物を製造し、又は取り
扱う設備で政令で定めるものの
改造その他の厚生労働省令で定
める作業に係る仕事の注文者は、
当該物について、当該仕事に係る
請負人の労働者の労働災害を防
止するため必要な措置を講じな
ければならないおと。 

第 32条
第 1項 

第 30 条により特定元方事業者
（特定元方事業者が複数存在す
る場合は統括安全衛生管理義務
者として指名を受けた特定元方
事業者）により講ぜられる措置に
応じて、当該事業者以外の請負人
も必要な措置を講じなければな
らないこと。 

第 32条
第 2項 

第 30 条の 2 により元方事業者
（元方事業者が複数存在する場
合は統括安全衛生管理義務者と
して指名を受けた元方事業者）に
より講ぜられる措置に応じて、当
該事業者以外の請負人も必要な
措置を講じなければならないこ
と。 
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第 4項 指名を受けた事業者は、当該場所
において当該仕事の作業に従事
するすべての労働者に関し、第 1
項に規定する措置を講じなけれ
ばならないこと。また、この場合
においては、当該指名された事業
者及び当該指名された事業者以
外の事業者については、第 1項の
規定は、適用しないこと。 

第 30条
の2第1
項 

製造業その他政令で定める業種
に属する事業（特定事業を除く。）
の元方事業者は、その労働者及び
関係請負人の労働者の作業が同
一の場所において行われること
によって生ずる労働災害を防止
するため、作業間の連絡及び調整
を行うことに関する措置その他
必要な措置を講じなければなら
ないこと。 

第 30条
の2第4
項 

第 30条の 2第 1項の元方事業者
に関しても第 30条第 4項と同様
の規定を定めるものである。 

第 30条
の3第1
項 

第 25条の 2第 1項に規定する仕
事が数次の請負契約によつて行
われる場合（第 4 項の場合を除
く。）においては、元方事業者は、
当該場所において当該仕事の作
業に従事するすべての労働者に
関し、同条第 1項各号の措置を講
じなければならないこと。また、
この場合においては、当該元方事
業者及び当該元方事業者以外の
事業者については、同項の規定
は、適用しないこと。 

第 30条
の3第4

第 30条の 3第 1項の元方事業者
に関しても第 30条第 4項と同様

項 の規定を定めるものである。 
第 31条
第 1項 

特定事業の仕事を自ら行う注文
者（※該当する注文者が複数存在
する場合は最先次のもの）は、建
設物、設備又は原材料を、当該仕
事を行う場所においてその請負
人の労働者に使用させるときは、
当該建設物等について、当該労働
者の労働災害を防止するため必
要な措置を講じなければならな
いこと。 

第 31条
の 2 

化学物質、化学物質を含有する製
剤その他の物を製造し、又は取り
扱う設備で政令で定めるものの
改造その他の厚生労働省令で定
める作業に係る仕事の注文者は、
当該物について、当該仕事に係る
請負人の労働者の労働災害を防
止するため必要な措置を講じな
ければならないおと。 

第 32条
第 1項 

第 30 条により特定元方事業者
（特定元方事業者が複数存在す
る場合は統括安全衛生管理義務
者として指名を受けた特定元方
事業者）により講ぜられる措置に
応じて、当該事業者以外の請負人
も必要な措置を講じなければな
らないこと。 

第 32条
第 2項 

第 30 条の 2 により元方事業者
（元方事業者が複数存在する場
合は統括安全衛生管理義務者と
して指名を受けた元方事業者）に
より講ぜられる措置に応じて、当
該事業者以外の請負人も必要な
措置を講じなければならないこ
と。 
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第 32条
第 3項 

第 30 条の 3 により元方事業者
（元方事業者が複数存在する場
合は統括安全衛生管理義務者と
して指名を受けた元方事業者）に
より講ぜられる措置に応じて、当
該事業者以外の請負人も必要な
措置を講じなければならないこ
と。 

第 32条
第 4項 

第 31 条第 1 項の場合において、
当該建設物等を使用する労働者
に係る事業者である請負人は、同
項の規定により講ぜられる措置
に応じて、必要な措置を講じなけ
ればならないこと。 

第 32条
第 5項 

第 31 条の 2 の場合において、同
条に規定する仕事に係る請負人
は、同条の規定により講ぜられる
措置に応じて、必要な措置を講じ
なければならないこと。 

第 33条
第 1項 

機械等貸与者は、当該機械等の貸
与を受けた事業者の事業場にお
ける当該機械等による労働災害
を防止するため必要な措置を講
じなければならないこと。 

第 33条
第 2項 

機械等貸与者から機械等の貸与
を受けた者は、当該機械等を操作
する者がその使用する労働者で
ないときは、当該機械等の操作に
よる労働災害を防止するため必
要な措置を講じなければならな
いこと。 

第 34条 建築物貸与者は、当該建築物の貸
与を受けた事業者の事業に係る
当該建築物による労働災害を防
止するため必要な措置を講じな
ければならないこと。ただし、当

該建築物の全部を一の事業者に
貸与するときは、この限りでない
こと。 

第 32条
第 6項 

第 30 条第 1 項若しくは第 4項、
第 30 条の 2 第 1 項若しくは第 4
項、第 30 条の 3第 1 項若しくは
第 4項、第 31条第 1 項又は第 31
条の 2 の場合において、労働者
は、これらの規定又は前各項の規
定により講ぜられる措置に応じ
て、必要な事項を守らなければな
らないこと。 

第 33条
第 3項 

第 33条第 2項の機械等を操作す
る者は、機械等の貸与を受けた者
が同項の規定により講ずる措置
に応じて、必要な事項を守らなけ
ればならないこと。 

2.4 労働者派遣の場合の読替え 
派遣労働者に係る本条及びその周辺の規

定の適用については、労働者派遣法第 45 条
の規定により次のとおり読替えがなされる。 
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派
遣労働者の保護等に関する法律（昭和六十
年七月五日法律第八十八号） 
（労働安全衛生法の適用に関する特例
等） 

第四十五条第三項 労働者がその事業にお
ける派遣就業のために派遣されている派
遣先の事業に関しては、当該派遣先の事
業を行う者を当該派遣中の労働者を使用
する事業者と、当該派遣中の労働者を当
該派遣先の事業を行う者に使用される労
働者とみなして、労働安全衛生法〈略〉
第二十八条の二から第三十条の三まで、
第三十一条の三、第三十六条（同法第三
十条第一項及び第四項、第三十条の二第
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一項及び第四項並びに第三十条の三第一
項及び第四項の規定に係る部分に限る。）
〈略〉の規定並びに当該規定に基づく命
令の規定（これらの規定に係る罰則を含
む。）を適用する。この場合において〈略〉
とする。 

５ その事業に使用する労働者が派遣先の
事業における派遣就業のために派遣され
ている派遣元の事業に関する第三項前段
に掲げる規定〈略〉の適用については、
当該派遣元の事業の事業者は当該派遣中
の労働者を使用しないものと、当該派遣
中の労働者は当該派遣元の事業の事業者
に使用されないものとみなす。 

15 前各項の規定による労働安全衛生法の
特例については、〈略〉第三十二条第一
項から第四項まで、第三十三条第一項、
第三十四条〈略〉中「事業者」とあるの
は「事業者（派遣先の事業者を含む。）」
と、同法第三十一条第一項中「の労働者」
とあるのは「の労働者（労働者派遣法第
四十四条第一項に規定する派遣中の労働
者（以下単に「派遣中の労働者」という。）
を含む。）」と、同法第三十一条の二、
第三十一条の四並びに第三十二条第四
項、第六項及び第七項中「労働者」とあ
るのは「労働者（派遣中の労働者を含
む。）」と、同法第三十一条の四〈略〉
中「この法律又はこれに基づく命令の規
定」とあるのは「この法律若しくはこれ
に基づく命令の規定（労働者派遣法第四
十五条の規定により適用される場合を含
む。）又は同条第六項、第十項若しくは
第十一項の規定若しくはこれらの規定に
基づく命令の規定」と、〈略〉同法第九
十二条中「この法律の規定に違反する罪」

とあるのは「この法律の規定（労働者派
遣法第四十五条の規定により適用される
場合を含む。）に違反する罪（同条第七
項の規定による第百十九条及び第百二十
二条の罪を含む。）並びに労働者派遣法
第四十五条第十二項及び第十三項の罪」
〈略〉として、これらの規定（これらの
規定に係る罰則の規定を含む。）を適用
する。 

17 この条の規定により労働安全衛生法及
び同法に基づく命令の規定を適用する場
合における技術的読替えその他必要な事
項は、命令で定める。 

2.5 本法中の他の包括的委任規定 
本法の命令委任の方法には色々あるが、

寺西輝泰 84は、本法違反罪の検討に際し、
構成要件中の命令委任の有無及び程度に応
じてこれを 3 つに分類した。表 6 は、本研
究協力者がこの分類をまとめたものである。 
表 6 労働安全衛生法違反罪の構成要件中
の命令委任の有無及び程度に係る 3 類型
（寺西輝泰 84の分類をもとに作成） 
区分 説明 

完結型本
条 

第 35 条のように、委任がなく
各本条中で規定内容が完結し
ているもの 

個別委任
型本条 

第 13 条のように、構成要件の
一部を各条項の中で「厚生労働
省令で定める」等と定める方式
で命令に委任しているもの 

包括委任
型本条 

第 27 条を介して規定の内容の
一部を包括的に命令に委任し
ている第 20 条のような規定 

寺西の文献 84でも述べられているように、
包括委任型本条の委任を担う条文としては、
本条のほか第 27 条がある（実施命令に係る
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一項及び第四項並びに第三十条の三第一
項及び第四項の規定に係る部分に限る。）
〈略〉の規定並びに当該規定に基づく命
令の規定（これらの規定に係る罰則を含
む。）を適用する。この場合において〈略〉
とする。 

５ その事業に使用する労働者が派遣先の
事業における派遣就業のために派遣され
ている派遣元の事業に関する第三項前段
に掲げる規定〈略〉の適用については、
当該派遣元の事業の事業者は当該派遣中
の労働者を使用しないものと、当該派遣
中の労働者は当該派遣元の事業の事業者
に使用されないものとみなす。 

15 前各項の規定による労働安全衛生法の
特例については、〈略〉第三十二条第一
項から第四項まで、第三十三条第一項、
第三十四条〈略〉中「事業者」とあるの
は「事業者（派遣先の事業者を含む。）」
と、同法第三十一条第一項中「の労働者」
とあるのは「の労働者（労働者派遣法第
四十四条第一項に規定する派遣中の労働
者（以下単に「派遣中の労働者」という。）
を含む。）」と、同法第三十一条の二、
第三十一条の四並びに第三十二条第四
項、第六項及び第七項中「労働者」とあ
るのは「労働者（派遣中の労働者を含
む。）」と、同法第三十一条の四〈略〉
中「この法律又はこれに基づく命令の規
定」とあるのは「この法律若しくはこれ
に基づく命令の規定（労働者派遣法第四
十五条の規定により適用される場合を含
む。）又は同条第六項、第十項若しくは
第十一項の規定若しくはこれらの規定に
基づく命令の規定」と、〈略〉同法第九
十二条中「この法律の規定に違反する罪」

とあるのは「この法律の規定（労働者派
遣法第四十五条の規定により適用される
場合を含む。）に違反する罪（同条第七
項の規定による第百十九条及び第百二十
二条の罪を含む。）並びに労働者派遣法
第四十五条第十二項及び第十三項の罪」
〈略〉として、これらの規定（これらの
規定に係る罰則の規定を含む。）を適用
する。 

17 この条の規定により労働安全衛生法及
び同法に基づく命令の規定を適用する場
合における技術的読替えその他必要な事
項は、命令で定める。 

2.5 本法中の他の包括的委任規定 
本法の命令委任の方法には色々あるが、

寺西輝泰 84は、本法違反罪の検討に際し、
構成要件中の命令委任の有無及び程度に応
じてこれを 3 つに分類した。表 6 は、本研
究協力者がこの分類をまとめたものである。 
表 6 労働安全衛生法違反罪の構成要件中
の命令委任の有無及び程度に係る 3 類型
（寺西輝泰 84の分類をもとに作成） 
区分 説明 

完結型本
条 

第 35 条のように、委任がなく
各本条中で規定内容が完結し
ているもの 

個別委任
型本条 

第 13 条のように、構成要件の
一部を各条項の中で「厚生労働
省令で定める」等と定める方式
で命令に委任しているもの 

包括委任
型本条 

第 27 条を介して規定の内容の
一部を包括的に命令に委任し
ている第 20 条のような規定 

寺西の文献 84でも述べられているように、
包括委任型本条の委任を担う条文としては、
本条のほか第 27 条がある（実施命令に係る
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委任規定である第 115 条の 2 とともに、表
7 に示した。）。 
表 7 労働安全衛生法における包括的な省
令委任規定 
章別 省令委任の対象となる条項

等 
省令委任
規定 

第 4 章 
労 働 者
の 危 険
又 は 健
康 障 害
を 防 止
す る た
め の 措
置 

第 20 条～第 25 条、第 25 条
の 2 第 1 項、第 26 条 

第 27 条第
1 項 

第 30 条第 1 項及び第 4 項、
第 30 条の 2 第 1 項及び第 4
項、第 30 条の 3 第 1 項及び
第 4 項、第 31 条第 1 項、第
31 条の 2、第 32 条第 1 項～
第 5 項、第 33 条第 1 項及び
第 2 項、第 34 条、第 32 条第
6 項、第 33 条第 3 項 

第 36 条 

第 11 章 
雑則 

この法律に定めるもののほ
か、この法律の規定の実施に
関し必要な事項 

第 115 条
の 2 

本条と第27条の委任の対象となる表7中
欄に列記した規定群では、名宛人（本条で
は事業者及び労働者、第 36 条では元方事業
者、注文者等）は明確であるが、危害防止
のための措置基準の内容は、包括的な委任
事項となっている。危害防止基準には、健
康診断、作業環境測定など、本法中の独立
条文となっているものもあるが、それ以外
の事項は本条又は第 27 条に一括されてい
る。 
このほか、第 31 条の 3第 1 項にある「厚

生労働省令で定めるところにより、当該場
所において特定作業に従事するすべての労
働者の労働災害を防止するため必要な措置
を講じなければならない。」との規定も包
括的な委任と考えられるが、その委任を受
けた省令において委任元条項が第 31条の 3
第 1 項であることが明示されているという
点で、第 27条及び本条の包括委任規定とは
異なる。 

2.6 沿革 
2.6.1 特別規制の沿革 
工場という「場」を規制していた工場法

において、保護対象である職工は工業主と
の直接の雇用関係がない下請け労働者も含
む概念であり、その点では特別規制は必要
としていなかった。しかし、戦後、労働基
準法では義務主体が工場法の「工業主」か
ら「使用者」に、保護客体が「職工」から
「労働者」に変わったことにより、保護の
範囲が使用従属関係を前提としたものとな
ったことから 85、請負関係における規制は
一度後退したといえる。他方で、鉱山につ
いては戦後も鉱山保安法が「場」の規制を
維持しており、同法の保護客体である「鉱
山労働者」は鉱山において鉱業に従事する
者をいい、基本的に鉱業権者及び鉱業代理
人はこれに含まれないが、いわゆる請負鉱
山労働者はこれに含まれるとされる 86。 
労働基準法の枠組においても、河村産業

所事件 87のように、元請負人が下請負人の
労働者に対する実質的な指導監督の権限を
有する場合に元請負人に使用者性が認めら
れた例もあったが、一般に元請負人の指導
監督の程度は個々の工事によって様々であ
り、元請負人の責任が常に問われるという
一般化がなされたとまでは言えないだろう。
同判決では元請負人による指揮監督が使用
者性の根拠とされたが、本研究協力者の実
務経験上、安全衛生経費の采配は元請負人
がしていても、2 次下請以下の労働者に対
する指揮監督は 1 次下請に丸投げされてい
るというケースもあり、そのような場合に
も工事全体を支配する元請負人（ないし元
方事業者等）に責任を負わせるためには何
らかの立法措置が必要であったと思われる。 
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その後、産業の進展による労働災害の増
加への対策として、労働災害防止団体等に
関する法律（昭和 39年 6月 29日法律第 118
号，現＝労働災害防止団体法）が制定され、
同法第 4 章では、特別規制として、元方事
業主及び注文者の義務並びにこれに対応す
る請負人及び労働者の義務等について規定
された。 
この立法趣旨については、制定当時、労

働福祉事業団の雑誌『労働福祉』（昭和 39
年 8 月号）において「建設業等では使用者
を異にする労働者が混在し、使用者間の連
絡不十分による災害の発生がみられるが、
使用者とその使用する労働者の関係を規制
する労働基準法では、この事態を規制する
ことはできない。そこで、元請事業主等に
直接使用従属関係にない下請業者に使用さ
れる労働者の統一的安全管理義務等を課す
ることとしている。」88と説明された。 
昭和 47 年の本法制定に際し、労働災害防

止団体等に関する法律第 4 章の規定群は若
干の変形を経て本法第 4 章後半に移された。 
その後、労働者派遣事業の適正な運営の

確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に
関する法律（昭和 60 年 7 月 5 日法律第 88
号，現＝労働者派遣事業の適正な運営の確
保及び派遣労働者の保護等に関する法律）
が制定され、労働者派遣が法定化されるに
あたり、同法第 45 条で本法の規定の一部が
読み替えられ、労働者派遣の場合における
派遣元事業者と派遣先事業者との間での本
法の事業者責任等の分担ないし共有のあり
方が整理され、明確化された。 
2.6.2 本条の改正経過 
本法制定時の本条の規定は次のとおりで

あった。 

（労働省令への委任） 
第三十六条 第三十条第一項若しくは第四
項、第三十一条第一項、第三十二条第一
項若しくは第二項、第三十三条第一項若
しくは第二項又は第三十四条の規定によ
りこれらの規定に定める者が講ずべき措
置及び第三十二条第三項又は第三十三条
第三項の規定によりこれらの規定に定め
る者が守らなければならない事項は、労
働省令で定める。 
その後、労働安全衛生法の一部を改正す

る法律（昭和 55 年 6 月 2日法律第 78 号）
により、次のとおり改正され、同法附則第
1 条第 1 号及び労働安全衛生法の一部を改
正する法律の一部の施行期日を定める政令
（昭和 55 年 11 月 14 日政令第 296 号）の
規定に基づき昭和 56年 6月 1日から施行さ
れた。 
（労働省令への委任） 

第三十六条 第三十条第一項若しくは第四
項、第三十条の二第一項若しくは第四項、
第三十一条第一項、第三十二条第一項か
ら第三項まで、第三十三条第一項若しく
は第二項又は第三十四条の規定によりこ
れらの規定に定める者が講ずべき措置及
び第三十二条第四項又は第三十三条第三
項の規定によりこれらの規定に定める者
が守らなければならない事項は、労働省
令で定める。 
また、中央省庁等改革関係法施行法（平

成 11 年 12 月 22 日法律第 160 号）第 705
条の規定により次のとおり改正され、平成
13 年 1 月 6 日から施行された。 
（厚生労働省令への委任） 

第三十六条 第三十条第一項若しくは第四
項、第三十条の二第一項若しくは第四項、
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その後、産業の進展による労働災害の増
加への対策として、労働災害防止団体等に
関する法律（昭和 39年 6月 29日法律第 118
号，現＝労働災害防止団体法）が制定され、
同法第 4 章では、特別規制として、元方事
業主及び注文者の義務並びにこれに対応す
る請負人及び労働者の義務等について規定
された。 
この立法趣旨については、制定当時、労

働福祉事業団の雑誌『労働福祉』（昭和 39
年 8 月号）において「建設業等では使用者
を異にする労働者が混在し、使用者間の連
絡不十分による災害の発生がみられるが、
使用者とその使用する労働者の関係を規制
する労働基準法では、この事態を規制する
ことはできない。そこで、元請事業主等に
直接使用従属関係にない下請業者に使用さ
れる労働者の統一的安全管理義務等を課す
ることとしている。」88と説明された。 
昭和 47 年の本法制定に際し、労働災害防

止団体等に関する法律第 4 章の規定群は若
干の変形を経て本法第 4 章後半に移された。 
その後、労働者派遣事業の適正な運営の

確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に
関する法律（昭和 60 年 7 月 5 日法律第 88
号，現＝労働者派遣事業の適正な運営の確
保及び派遣労働者の保護等に関する法律）
が制定され、労働者派遣が法定化されるに
あたり、同法第 45 条で本法の規定の一部が
読み替えられ、労働者派遣の場合における
派遣元事業者と派遣先事業者との間での本
法の事業者責任等の分担ないし共有のあり
方が整理され、明確化された。 
2.6.2 本条の改正経過 
本法制定時の本条の規定は次のとおりで

あった。 

（労働省令への委任） 
第三十六条 第三十条第一項若しくは第四
項、第三十一条第一項、第三十二条第一
項若しくは第二項、第三十三条第一項若
しくは第二項又は第三十四条の規定によ
りこれらの規定に定める者が講ずべき措
置及び第三十二条第三項又は第三十三条
第三項の規定によりこれらの規定に定め
る者が守らなければならない事項は、労
働省令で定める。 
その後、労働安全衛生法の一部を改正す

る法律（昭和 55 年 6 月 2日法律第 78 号）
により、次のとおり改正され、同法附則第
1 条第 1 号及び労働安全衛生法の一部を改
正する法律の一部の施行期日を定める政令
（昭和 55 年 11 月 14 日政令第 296 号）の
規定に基づき昭和 56年 6月 1日から施行さ
れた。 
（労働省令への委任） 

第三十六条 第三十条第一項若しくは第四
項、第三十条の二第一項若しくは第四項、
第三十一条第一項、第三十二条第一項か
ら第三項まで、第三十三条第一項若しく
は第二項又は第三十四条の規定によりこ
れらの規定に定める者が講ずべき措置及
び第三十二条第四項又は第三十三条第三
項の規定によりこれらの規定に定める者
が守らなければならない事項は、労働省
令で定める。 
また、中央省庁等改革関係法施行法（平

成 11 年 12 月 22 日法律第 160 号）第 705
条の規定により次のとおり改正され、平成
13 年 1 月 6 日から施行された。 
（厚生労働省令への委任） 

第三十六条 第三十条第一項若しくは第四
項、第三十条の二第一項若しくは第四項、
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第三十一条第一項、第三十二条第一項か
ら第三項まで、第三十三条第一項若しく
は第二項又は第三十四条の規定によりこ
れらの規定に定める者が講ずべき措置及
び第三十二条第四項又は第三十三条第三
項の規定によりこれらの規定に定める者
が守らなければならない事項は、厚生労
働省令で定める。 
さらに、労働安全衛生法等の一部を改正

する法律（平成 17 年 11 月 2 日法律第 108
号）により次のように改正され、平成 18 年
4 月 1 日から施行され、現在に至る。この
改正では、第 31 条の 2〔化学物質等取扱設
備の改造等の仕事の注文者の講ずべき措
置〕が新たに追加された。なお、この改正
により、既に労働安全衛生法及び労働災害
防止団体法の一部を改正する法律（平成 4
年 5 月 22 日法律第 55 号）により追加され
ていた旧第 31 条の 2〔特定発注者等の講ず
べき措置〕が第 31 条 3 に、旧第 31 条の 3
（違法な指示の禁止）が第 31 条の 4 に移動
した。 
（厚生労働省令への委任） 

第三十六条 第三十条第一項若しくは第四
項、第三十条の二第一項若しくは第四項、
第三十条の三第一項若しくは第四項、第
三十一条第一項、第三十一条の二、第三
十二条第一項から第五項まで、第三十三
条第一項若しくは第二項又は第三十四条
の規定によりこれらの規定に定める者が
講ずべき措置及び第三十二条第六項又は
第三十三条第三項の規定によりこれらの
規定に定める者が守らなければならない
事項は、厚生労働省令で定める。 

2.7 運用 
本条の規定に基づく省令の運用について

は、各本条の逐条解説に委ねることとし、
本節では各本条違反に関する統計資料を掲
載するとともに、特別規制に関する省令の
改廃状況について簡単に触れる。 
2.7.1 定期監督等実施状況・法違反状況及

び送検事件状況（統計） 
平成23年から令和2年までの労働基準監

督年報をもとにまとめた本条関係の違反件
数を表 8（集計単位の関係上、第 31 条の 3
又は第31条の4の違反件数が除外されてい
ないことに注意されたい。）及び表 9（第
34 条違反については平成 23 年から令和 2
年まで 0 件）に示した。なお、通常司法警
察員が送検したものや検察官認知・直受等
の事件については、検察統計において本法
違反事件全体の集計はなされているが、条
文毎の情報は不見当であった。 
表 8 定期監督等において労働安全衛生法
第 30 条から第 34 条までの規定違反が確認
された事業場数 
 定期監督

等実施事
業場数 

同違反事業場数（労基法等含 

む） 30 
| 

30 の 3 

31 
| 

31 の 4 

32 33 
・ 
34 

平成 23 年 132829 89586 820 4175 57 17 

平成 24 年 134295 91796 918 4768 56 14 

平成 25 年 140499 95550 1038 4687 23 19 

平成 26 年 129881 90151 1025 4775 27 19 

平成 27 年 133116 92034 926 4635 29 15 

平成 28 年 134617 89972 865 4333 34 17 

平成 29 年 135785 92695 796 4476 37 16 

平成 30 年 136281 93008 809 4215 48 9 
平成 31 年 
令和元年 134981 95764 870 4171 27 24 

令和 2 年 116317 80335 734 4130 12 11 

註 労働基準監督年報（平成 23 年から令和
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2 年まで）の統計表「定期監督等実施状
況・法違反状況」による。なお、参考の
ために各年の定期監督等実施事業場数及
び同違反事業場数を記載したが、全ての
定期監督等で安全衛生についての調査を
行っているわけではないため、この表は、
定期監督等実施事業場のうちこれらの条
文違反が存在する事業場の割合を示すも
のではなく、あくまで定期監督等で覚
知・指導することとなった件数を表して
いるにすぎない。 
なお、ここでは、元データである同統

計表の集計単位の関係上、第 31 条の 3 又
は第31条の4の違反件数を除外していな
い。 
申告監督及び再監督については、条文毎

の違反件数が集計されていないため件数は
不明である。 
また、人事委員会等が労働基準監督を行

う非現業等の地方公務員に関する状況など、
労働基準監督官が監督を行わない領域にお
ける状況については時間の制約上、調査が
及ばなかった。 
表 9 労働基準監督官による労働安全衛生
法違反及びうち第 36 条関係条文違反の送
検事件件数（主条文） 
 労働安全衛生法違反全体 

 うち（条番号） 
30 30の 2 31 31の 2 32 33 

平成 23 年 542 9 1 22 1 0 0 

平成 24 年 614 9 1 23 1 0 1 

平成 25 年 560 6 1 26 1 0 4 

平成 26 年 628 10 0 26 0 0 1 

平成 27 年 550 9 0 12 0 0 0 

平成 28 年 497 11 0 26 0 0 0 

平成 29 年 474 8 0 23 0 0 0 

平成 30 年 529 15 0 13 0 0 0 
平成 31 年 
令和元年 469 8 0 20 0 0 0 

令和 2 年 505 10 0 21 0 1 1 

註 労働基準監督年報（平成 23 年から令和
2 年まで）による。同年報の統計では 1
事件で複数の被疑条文がある場合には、
その主たる被疑条文により件数を計上し
ている。したがって、これらの条文が被
疑条文に含まれている場合であってもそ
れが主たる被疑条文でない場合は計上さ
れていないことに注意されたい。また、
これは労働基準監督官が送検した事件の
みを集計したものである。第 34 条は該当
なし。 
通常司法警察員が送検したものや検察官

認知・直受等の事件については、検察統計
において本法違反事件全体の集計はなされ
ているが、条文毎の情報は不見当であった。 
2.7.2 特別規制に関する省令の改廃状況

といくつかの問題 
平成 16 年に厚生労働省労働基準局で有

識者による「今後の労働安全衛生対策の在
り方に係る検討会」89が開かれ、その報告書
において、各種提言とともに元方等を通じ
た安全衛生管理体制の実現等についても提
言が行われた。これを受けて、労働安全衛
生法等の一部を改正する法律（平成 17 年
11 月 2 日法律第 108 号）により第 30 条の
2〔製造業等の元方事業者の講ずべき措置〕、
第 31 条の 2〔化学物質等取扱設備の改造等
の仕事の注文者の講ずべき措置〕等が追加
され、安衛則等についても特別規制に関す
る条項が大幅に拡充された 90。 
ところで、事業者が事故又は労働災害の

発生態様を報告する事故報告書及び労働者
死傷病報告は重要な参考資料となるが、こ
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れらの様式には、現行安衛則制定当初から
既に「構内下請事業の場合は親事業場の名
称、建設業の場合は元方事業場の名称」欄
があり、これらの記載された各報告及びそ
れらの統計は特別規制の改正のための重要
な参考資料になっているものと思われる。 
現在、産業構造の多様化により、災害統

計における既存の業種分類ではうまく把握
できない業種が生まれてきている。例えば、
倉庫において商品を必要な商品を必要なだ
け集めて梱包し（ピッキング）、発送する
が実運送は行わないという事業形態（日本
標準産業分類では、4841 こん包業（組立こ
ん包業を除く）に該当する。）が増えてお
り、そこでの災害が少なくないが（本研究
協力者の経験上、死亡又は休業 4 日以上の
災害のうち約 1～3%を占める）、労働災害
統計の業種分類（労働基準局報告例規基準
業種分類表 91）では「その他の製造業」に
分類・吸収され、上記の事業形態単独での
分析が困難になっている。また、このよう
な事情により陸上貨物運送事業等と異なり、
特定業種向けの注意喚起の対象にもなって
いないと思われる。 
また、1 つの労働現場に複数の企業が入

り交じることが増加傾向にあり、労働安全
衛生に関係する設備やサービスの管理権や
責任の所在が複雑化している。例えば、大
規模商業施設では、建物を所有する者、建
物を借り受けて各テナントに転貸する者、
プロパティマネジメントを行う者、テナン
トとして入居する事業者、ビルメンテナン
スを行う者等様々な企業が 1 つの職場に関
わっている。この場合、誰が通路、空調設
備、エレベーター、ボイラー等の設備を管
理し、保全するのが最も合理的で効率的か

ということを考えて法制度を維持・改正し
ていく必要があり、そのための災害分析や
再発予防対策の検討も、このようなものを
考慮したものでなければならないだろう。
その場合は、リスク創出者管理責任負担原
則 92の概念が有用である。 
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33 付録 国際労働基準の適用監視と関係
資料等（参考） 

3.1 日本の ILO加盟状況 
日本は、1919 年からの ILO の原加盟国

であったが 93、1938 年 11 月 2 日、ILO に
協力終止を通告し 94、2年後の 1940 年にこ
れが発効して脱退したが、1951 年 11 月 26
日 95に再加盟した 96。脱退前に批准してい
た 14 条約については、脱退していた期間に
ついても有効であり 97、ILO からの指示に
より、再加盟時の翌々年 1953年の第 86 回
国際労働会議に先だって当該 14 条約全て
の国内実施状況を報告し、CEACR の検討
を受けた 98。 
3.2 適用監視システムの概要 
国際労働機関では、各国における国際労

働基準の適用監視を行っているが、その根
幹を担うのが、条約勧告適用専門家委員会
（Committee of Experts on the Application 
of Conventions and Recommendations，略
称  CEACR） 99 , 100及び基準適用委員会
（Conference Committee on the Applica-
tion of Standards，略称 CAS，また、総会
委員会とも。）101を通じた適用監視システ
ムである 102,103。 

ILO の各加盟国は、国際労働事務局に対
していくつかの批准条約についての実施状
況をまとめた年次報告書（国際労働機関憲
章 104第 22 条，締切 9月 1 日）などにより、
条約や勧告の実施状況を国際労働事務局に
報告しなければならない。 

CEACR は各加盟国から集まったこれら
の報告書その他の内容を検討し、CEACR
報告書にまとめ、翌年の総会の検討資料と
するため通例翌年 3 月にこれを公表してい
る 103。CEACR 報告書は、総合報告（General 

report ）と特定の国々に関する意見
（observation）からなる 1A 部と、理事会
が選定した特定の国際労働基準に関する総
合調査報告である 1B 部からなる。加盟国に
対してより技術的な問題に関する事項や詳
しい情報提供を求める場合は、CEACR 報
告書が大部になるのを避けるため、これを
直接要請 105（direct request. 直接請求 106，
ダイレクトリクエスト 107とも）として、報
告書に掲載せず、当該国政府に直接通知す
る 100。直接要請は、CEACR 報告書に記載
された意見とともに、公式ウェブサイトで
過去三十数年分 108のものを検索することが
できる。 

CAS109は、CEACR 報告書に記載された
数百の案件から二十数件を選び、個別審査
として、当該国政労使からの状況、見解の
陳述も含め討議を行い、勧告的意見を含む
議長総括を行い、CAS 報告書としてまとめ
る。 
3.3 関係資料 
国際労働基準（ILO）に関する文献は、

公式ウェブサイトのページ「Information r
esources and publications on Internation
al Labour Standards」（https://www.ilo.or
g/global/standards/information-resources-
and-publications/lang--en/index.htm）から
他の各ページへリンクをたどることにより
見つけることができる。 
同サイト内のNORMLEX（https://www.

ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXP
UB:1:）では国際労働憲章及び国際労働基準
の本文、条約の批准状況等を検索すること
ができる。上述のとおり CEACR による直
接要請もここで検索可能である。また、各
条約に関する各国の今後の報告スケジュー
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ルも公表されている。ただし、少なくとも
ILO 側においては、各国から提出を受けた
年次報告書は機密扱いのため公開されてい
ない。 

CEACR や CASによる適用監視関係の文
献も上記ページから閲覧できるが基本的に
は PDFであり、古いものはスキャンされた
ものである。 
日本に係る最近の動向は、日本に関する

プロフィールページ（https://www.ilo.org/
dyn/normlex/en/f?p=1000:11110:0::NO:1
1110:P11110_COUNTRY_ID:102729）か
ら容易にアクセスすることができる。 
また、ILO 駐日事務所のウェブサイトの

「国際労働基準」のページ（https://www.i
lo.org/tokyo/standards/lang--ja/index.ht
m）の「条約一覧」「勧告一覧」から和訳
を閲覧することができる。 
日本政府側資料としては、国際労働会議

の報告書として『国際労働総会報告書』な
いし『ILO 総会報告書』として第 69 回総会
までに係るものが国立国会図書館デジタル
コレクション（https://dl.ndl.go.jp/）に掲
載されている。このうち古いものはインタ
ーネット公開されており、一部のものは図
書館・個人送信資料 110となっている。 
日本側の ILO 対応については、政労使に

よる ILO 懇談会で議論されており、厚生労
働省の「ILO 懇談会」の一覧ページ（https:
//www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kokusa
i_128277.html）のリンク先（議事要旨や資
料）から、CEACR による意見や直接要請
への対応状況、年次報告書案（日本語）、
連合の意見書等を含む情報を入手すること
ができる。 
 

－ 963 －



分担研究報告書（森山誠也） 

964 

D．考察及び結論 
第 35 条は、何人

なんぴと
も、1 の貨物で重量 1

トン以上のものを発送する場合はその重量
を表示しなければならないという規定であ
り、1929 年に採択された ILO 第 27 号条約
の国内担保法であるが、同条約が船舶で運
送される貨物に限定したものであるのに対
して、本条はそれ以外の貨物にも適用され
る。 
本条約は時代遅れのものとして国際労働

機関（ILO）において改正の必要性が決定
されたものであるが、それは荷の重量表示
等の必要性が失われたからではなく、時代
に合わせた改正が求められたからであり、
事実、船舶安全分野においては、1974 年
SOLAS 条約の改正により国際海上コンテ
ナの重量確定制度が強化・精緻化される流
れとなっている。 

本条約の適用監視システムにおいては、
上記の SOLAS 条約改正前、日本政府の年
次報告において日本労働組合総連合会（連
合）から国際海上コンテナの陸上輸送時の
事故とその対策についての問題提起があっ
たことを発端として、ILO の条約勧告適用
専門家委員会（CEACR）と日本側の間で何
度かやりとりがなされたが、日本政府側（厚
生労働省）は特に積極的な姿勢を見せず、
CEACR とのやりとりも特に成果を上げる
ことなく、運輸分野において SOLAS 条約
の改正や国内法令の整備がなされることに
より改善が図られている。 
翻って国内の荷役・貨物運送の状況を見

ると、運送事業者だけでは十分に危害を防
止できないことも多く、貨物を発送しよう
とする者に焦点をあてた本条の意義は大き
い。したがって、運送業務あるいは荷役業

務における労働災害を防止するための措置
義務者（名宛人）の定め方やその措置内容
については、技術的・法律的見地から十分
研究し、使用従属性にとらわれず、運送事
業者など社会の一部分にしわ寄せのかから
ない、より合理的な労働災害防止の法制度
を構築していくことが必要である。 
なお、本条の解説を補足するため、国際

労働基準の適用監視制度の概要と関係資料
へのアクセス方法についての付録を末尾に
添付した。 
第 36 条は、特別規制中「必要な措置」と

抽象的に規定している部分（第 31 条の 3を
除く）の具体的内容を包括的に厚生労働省
令に委任することを定めるものであるが、
実際に定められている特別規制に係る厚生
労働省令（労働安全衛生規則第 4 編で規定
されている。）は依然として少なく、また
サービスの多様化により、現行の本法第 4
章の適用に困難を生じるケースが生まれて
きている。 
産業安全衛生が旧工場法の「場」の規制

方式から離れ（ただし、鉱山保安分野では
今も場の規制方式を採用している。）、使
用従属関係を軸とした労働基準法を基礎と
したものに代わり、その後家内労働法の成
立を経つつ、河村産業所事件のように個別
的であるが柔軟な使用従属の解釈の時代を
経て、本法（及び本法による改正前の労働
災害防止団体等に関する法律）は、直接の
使用従属性の範囲外にあるものの規制を当
然とせず、これを特別規制という形で明示
的に規制する方式を採った。したがって、
それに伴い、本法―引いては労働基準関
係法令が、依然としてある程度の適用上の
柔軟性を有しているとしても、その都度法
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律や命令を改正する等しなければ、産業構
造の変化に十分対応できない仕組みになっ
ている。 
今後、（狭義の）使用従属性を基本する

本法の枠組みを維持しつつ産業構造の変化
に応じた迅速な特別規制の拡充を行ってい
くのか、あるいは特別規制によらずともそ
の変化に対して柔軟に解釈適用できる新し
い本法のあり方を指向するかは別の研究に
譲るとするが、いずれにせよ、今後、使用
従属性の範囲内だけでは十分に防止できな
い類型の労働災害を把握し、適確な施策立
案に役立てるためには、労働災害統計や災
害分析手法を再検討する必要があると思わ
れる。 
なお、本条に関連する包括的な命令委任

の是非、省令制定権限の行使の適切性等第
27 条と共通する論点については、本研究協
力者による「労働安全衛生法第 26 条及び第
27 条の逐条解説」（最終年度版）を参照さ
れたい。 
 
E．研究発表 
1 論文発表 無 
2 学会発表 無 
 
F．知的所有権の取得状況 
1 特許取得 無 
2 実用新案登録 無 
3 その他 無 
 
G．引用文献 
文末脚註のとおり。 
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添付資料 
図 2 船舶ニ依リ運送セラルル重包裝貨物ノ重量標示ニ關スル條約（ILO 第 27 号条約）の
批准状況（試作版）111 
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文末脚注 
 

1 昭和 47 年 9月 18 日付け発基第 91 号「労働安全衛生法の施行について」（https://www.
mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2042&dataType=1&pageNo=1）記の第三の四の㈡のニ
に同趣旨（本稿の本文にて引用） 
2 労働省労働基準局（1968 年）『労働法コンメンタール 3 改訂新版 労働基準法 下』（労
務行政研究所，昭和 43 年 10 月 15日再訂新版，昭和 44年 6月 10日再訂 3版）p.555に「安
全衛生規則第一二三条では、船舶運送に限らず一般の貨物に対しても重量が一トン以上の
一貨物を発送し、又は運搬しようとするときは、見易く、容易に消滅しない方法で、その
重量を標示することを規定し…」との記述がある。 
3 昭和 47 年 9 月 18 日付け基発第 602 号「労働安全衛生法および同法施行令の施行につい
て」（https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2043&dataType=1&pageNo=1）記
の I の 9 
4 一般財団法人労務行政研究所（2017 年）『労働法コンメンタール⑩ 労働安全衛生法』
（㈱労務行政）185 頁の最終段落に「例えば、本法の第三五条は、ILO 第二七号条約（船舶
ニ依リ輸送セラルル重包装貨物ノ重量ノ表示ニ関スル条約・一九二九年）実施のための国
内法的性格をもつものであるが、この規定は、純粋に輸出用の貨物を船舶所有者が船内で
一トン以上の貨物に包装して輸出するような場合であっても適用されると解されている。」
との同趣旨の記述あり。 
5 外務省条約データ検索－（定訳）船舶ニ依リ運送セラルル重包裝貨物ノ重量標示ニ關スル
條約（https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S38-C2-1665.pdf，2021 年 12月
29 日閲覧） 
6 経済産業省ウェブサイト－政策について▷政策一覧▷経済産業▷計量行政▷計量制度の
概要▷計量法における単位規制の概要▷2．取引又は証明における規制（https://www.meti.
go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/11_gaiyou_tani2.html，2021年 12月 29日閲覧）
に次のような解釈が示されている。 

2．証明における計量 
計量法第２条第２項の「公に」、「業務上」、「一定の事実」、「真実である旨を

表明すること」の解釈は以下のとおり。 
 「公に」とは、公機関が、又は公機関に対しであること。 
 「業務上」とは、継続的、反復的であること。 
 「一定の事実」とは、一定のものが一定の物象の状態の量を有すること。特定の数
値で表されるのが一般的であるが、ある一定の水準に達したか、達していないかと
いう事実も含まれる。 

 「真実である旨を表明すること」とは、真実であることについて一定の法的責任等
を伴って表明すること。参考値を示すなど、単なる事実の表明は該当しない。 
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7 国土交通省（平成 17 年 3 月 30 日）「政策群「安全かつ効率的な国際物流の実現」に関
する関係省庁調整会議が安全かつ効率的な国際物流の実現のための施策パッケージを策定
しました」（https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/15/150330_.html）の別紙 1「安全かつ
効率的な国際物流の実現のための施策パッケージ」においても、「国際海上コンテナは開
封せずに輸送することから、コンテナ内の貨物の積付け・固縛の不良を陸上輸送時に把握
することは極めて困難な状況である。積付け・固縛の不良は、積荷のコンテナ内の移動に
よる破損等やコンテナドア開放時の貨物の荷崩れ事故につながるとともに、偏過重や積載
バランスの不良(片荷や高重心)による操縦安定性の低下をもたらし、横転事故等につながる
危険性が高い。」との記載あり。 
8 労働調査会出版局編『改訂 5版 労働安全衛生法の詳解―労働安全衛生法の逐条解説』（労
働調査会，2020 年）1046 頁 
9 昭和 47 年 9月 18 日付け発基第 91 号「労働安全衛生法の施行について」（https://www.
mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2042&dataType=1）記の第二の三 
10 內務省社會局『1930 年第 12 回國際勞働總會報吿書』p.197 
11 International Labour Organization－NORMLEX－C027 - Marking of Weight (Packa
ges Transported by Vessels) Convention, 1929 (No. 27)（https://www.ilo.org/dyn/nor
mlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C027，2022 年 11 月 3 日閲覧） 
12 International Labour Organization－ILO 駐日事務所－1929 年の重量標示（船舶運送の
包装貨物）条約（第 27 号）（https://www.ilo.org/tokyo/standards/list-of-conventions/WC
MS_239152/lang--ja/index.htm，2022 年 11月 3 日閲覧） 
13 內務省社會局『1930 年第 12 回國際勞働總會報吿書』pp.73-74 
14 內務省社會局『1930 年第 12 回國際勞働總會報吿書』pp.79-80 
15 內務省社會局『1930 年第 12 回國際勞働總會報吿書』pp.100-102 
16 內務省社會局『1930 年第 12 回國際勞働總會報吿書』p.110 
17 內務省社會局『1930 年第 12 回國際勞働總會報吿書』pp.165-169 
18 內務省社會局『1930 年第 12 回國際勞働總會報吿書』pp. 30-32 
19 內務省社會局『1930 年第 12 回國際勞働總會報吿書』p.112 
20 內務省社會局『1930 年第 12 回國際勞働總會報吿書』p.182 
21 內務省社會局『1930 年第 12 回國際勞働總會報吿書』pp.193-197 
22 內務省社會局『1930 年第 12 回國際勞働總會報吿書』pp.183-184 
23 內務省社會局『1930 年第 12 回國際勞働總會報吿書』p.113 
24 International Labour Organization－NORMLEX－Ratifications of C027 - Marking of
 Weight (Packages Transported by Vessels) Convention, 1929 (No. 27)（https://www.i
lo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312172，
2022 年 11 月 3 日閲覧） 
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57 昭和 5年 8月 28 日付け官報第 1100 号（https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2957567/1） 
58 昭和 5年 8月 21 日付け官報第 1094 号（https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2957561/1） 
59 昭和 5年 10月 20 日付け官報第 1143 号（https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2957610/2） 
60 昭和 5年 12月 3日付け官報第 1180 号（https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2957647/1） 
61 昭和 5年 12月 12 日付け官報第 1188 号（https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2957655/1） 
62 International Labour Organization－International Labour Conference 17th Session 
(Geneva, 1933) Summary of Annual Reports under Article 408（https://www.ilo.org/pu
blic/libdoc/ilo/P/09661/09661(1933-17).pdf）442頁に、大日本帝国の外地における適用状
況について記載されており、該当する外地法令が列挙されている。リンク元：Information 
and reports on the application of Conventions and Recommendations（https://www.ilo.
org/public/libdoc/ilo/P/09661/） 
63 労働基準法の一部の施行期日を定める政令（昭和 22 年 8 月 31 日政令第 170 号）及び労
働基準法の一部の施行期日を定める政令（昭和 22 年 10月 31 日政令第 227号） 
64 International Labour Organization－International Labour Conference 36th Session 
(Geneva, 1953) Summary of Reports on Ratified Conventions（http://www.ilo.org/publ
ic/libdoc/ilo/P/09661/09661(1953-36).pdf）82頁（PDF 86 頁）に「Labor Standards La
w No. 49 of 5 April 1947 (L.S. 1947-Jap. 3). Ministry of Labor Ordinance No. 9 of 
1947 (Regulations of Labor Safety and Sanitation). Section 123 of the Ordinance of 1
947, to provide for the plain and durable marking of cargoes weighing one ton or m
ore, indicating the estimated weight, if necessary.」とあり、旧安衛則第 123 条が本条約
の国内担保法であったことがわかる。リンク元：Information and reports on the applicat
ion of Conventions and Recommendations（https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/096
61/） 
65 労働省労働基準局（1968 年）『労働法コンメンタール 3 改訂新版 労働基準法 下』（労
務行政研究所，昭和 43 年 10 月 15 日再訂新版，昭和 44 年 6 月 10 日再訂 3 版）では、同
条（旧労働安全衛生規則第 123 条）の解説が、労働基準法旧第 45 条の解説の部分（p.555）
に記載されている。 
66 最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会（2004 年）『「憲法と国際法（特
に、人権の国際的保障）」に関する基礎的資料』（衆憲資第 50 号,平成 16 年 4 月衆議院憲

－ 972 －



分担研究報告書（森山誠也） 

972 

 
56 International Labour Organization－International Labour Conference 17th Session 
(Geneva, 1933) Summary of Annual Reports under Article 408（https://www.ilo.org/pu
blic/libdoc/ilo/P/09661/09661(1933-17).pdf）440 頁に「Japan. Ordinance No. 16 of 6 
May 1930, of the Department of the Interior, respecting the marking of the weight o
n heavy packages (L. S. 1930, Jap. 1).」とあり、この勅令が本条約の国内担保法であっ
たことがわかる。リンク元：Information and reports on the application of Conventions 
and Recommendations（https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09661/） 
57 昭和 5年 8月 28 日付け官報第 1100 号（https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2957567/1） 
58 昭和 5年 8月 21 日付け官報第 1094 号（https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2957561/1） 
59 昭和 5年 10月 20 日付け官報第 1143 号（https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2957610/2） 
60 昭和 5年 12月 3日付け官報第 1180 号（https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2957647/1） 
61 昭和 5年 12月 12 日付け官報第 1188 号（https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2957655/1） 
62 International Labour Organization－International Labour Conference 17th Session 
(Geneva, 1933) Summary of Annual Reports under Article 408（https://www.ilo.org/pu
blic/libdoc/ilo/P/09661/09661(1933-17).pdf）442頁に、大日本帝国の外地における適用状
況について記載されており、該当する外地法令が列挙されている。リンク元：Information 
and reports on the application of Conventions and Recommendations（https://www.ilo.
org/public/libdoc/ilo/P/09661/） 
63 労働基準法の一部の施行期日を定める政令（昭和 22 年 8 月 31 日政令第 170 号）及び労
働基準法の一部の施行期日を定める政令（昭和 22 年 10月 31 日政令第 227号） 
64 International Labour Organization－International Labour Conference 36th Session 
(Geneva, 1953) Summary of Reports on Ratified Conventions（http://www.ilo.org/publ
ic/libdoc/ilo/P/09661/09661(1953-36).pdf）82頁（PDF 86 頁）に「Labor Standards La
w No. 49 of 5 April 1947 (L.S. 1947-Jap. 3). Ministry of Labor Ordinance No. 9 of 
1947 (Regulations of Labor Safety and Sanitation). Section 123 of the Ordinance of 1
947, to provide for the plain and durable marking of cargoes weighing one ton or m
ore, indicating the estimated weight, if necessary.」とあり、旧安衛則第 123 条が本条約
の国内担保法であったことがわかる。リンク元：Information and reports on the applicat
ion of Conventions and Recommendations（https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/096
61/） 
65 労働省労働基準局（1968 年）『労働法コンメンタール 3 改訂新版 労働基準法 下』（労
務行政研究所，昭和 43 年 10 月 15 日再訂新版，昭和 44 年 6 月 10 日再訂 3 版）では、同
条（旧労働安全衛生規則第 123 条）の解説が、労働基準法旧第 45 条の解説の部分（p.555）
に記載されている。 
66 最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会（2004 年）『「憲法と国際法（特
に、人権の国際的保障）」に関する基礎的資料』（衆憲資第 50 号,平成 16 年 4 月衆議院憲
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法調査会事務局）（https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/cho
sa/shukenshi050.pdf/$File/shukenshi050.pdf，2021 年 12 月 29 日閲覧）pp.9-10 
67 琉球政府 1953 年 9月 1日（火曜日）付け公報（号外）第 28 号（https://www3.archives.
pref.okinawa.jp/GRI/searchs/img/kouhou//R-1953-09-01-G.pdf）pp.8-19 
68 1954 年 1 月 30 日（土曜日）付け公報（號外）第 1 號（ https://www3.archives.pref.oki
nawa.jp/GRI/searchs/img/kouhou//R-1954-01-30-G.pdf）p.12 
69 国土交通省「1974年の海上における人命の安全のための国際条約（SOLAS 条約）」（h
ttps://www.mlit.go.jp/kaiji/imo/imo0001_.html，2022 年 11月 4日閲覧） 
70 外務省条約データ検索－千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約 pp.
1155-1157（https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S55-1116_2.pdf，2021 年
12 月 29日閲覧） 
71 平成 5年外務省告示第 632 号（平成 5年 12月 27日（月曜日）官報号外第 224 号） 
72 令和元年外務省告示第 127 号（令和元年 8月 28日（水曜日）官報号外第 101 号） 
73 船舶安全法第 27 条では「船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ条約ニ別段ノ規定アルトキハ
其ノ規定ニ従フ」とされ、同法第 28 条で「危険物其ノ他ノ特殊貨物ノ運送及貯蔵ニ関スル
事項並ニ危険及気象ノ通報其ノ他船舶航行上ノ危険防止ニ関スル事項ニシテ左ニ掲グルモ
ノハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム」〈各号列記略〉とされるとともに、また当該国土交通
省令には多額 30 万円以下の罰金刑を規定することができるとされている。同第 28 条はあ
る種の省令委任とも考えられるが、いずれにせよ 2016年 7 月 1日発効の改正 SOLAS 条約
は当該国土交通省令により担保されている。 
74 国土交通省－国際海上輸出コンテナ総重量確定制度（改正 SOLAS 条約関連）－国際海上
輸出コンテナ総重量の確定方法ガイドライン（https://www.mlit.go.jp/maritime/content/0
01517541.pdf）5-6頁 
75 独立行政法人労働安全衛生総合研究所「労働安全衛生総合研究所技術資料 ロールボック
スパレット起因災害防止に関する手引き」（JNIOSH-TD-NO.4（2015））（https://www.
jniosh.johas.go.jp/publication/doc/td/TD-No4.pdf）図 2-5 から 
76 JIS Z 0106：1997（パレット用語）において、「パレット」は「ユニットロードシステ
ムを推進するために用いられ，物品を荷役，輸送，保管するために単位数量にとりまとめ
て載せる面をもつ台。上部構造物をもつものを含む。」と定義され、「ボックスパレット」
は「上部構造物として少なくとも 3 面の垂直側板（網目，格子状などを含む。）をもつパ
レット。その構造物には固定式，取外し式，折りたたみ式，側面開閉式があり，ふた付き
のものもある。」と定義され、「ロールボックスパレット」は「車輪付きボックスパレッ
ト」と定義されている。 
77 大西明宏「ロールボックスパレット起因による労働災害の実態と特徴」（一般社団法人
日本人間工学会『人間工学』49 巻 4 号，2013 年）（https://www.jstage.jst.go.jp/article/jj
e/49/4/49_175/_pdf） 
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78 独立行政法人労働安全衛生総合研究所「労働安全衛生総合研究所技術資料 ロールボック
スパレット起因災害防止に関する手引き」（JNIOSH-TD-NO.4（2015））（https://www.
jniosh.johas.go.jp/publication/doc/td/TD-No4.pdf）32-36 頁 
79 大西明宏「研究紹介 安全に配慮した改良型ロールボックスパレットの開発」（『労働安
全衛生研究』15巻 2号，2022年）（https://www.jstage.jst.go.jp/article/josh/15/2/15_JOS
H-2022-0008-KE/_article/-char/ja/），大西明宏「改良型ロールボックスパレット（カゴ車）
のご紹介」（『陸運と安全衛生』626 号，令和 3年 8月）（http://rikusai.or.jp/wp-content
/uploads/2021/09/rollboxpallet_kairyou.pdf） 
80 荷役用具の利用と所有・共有については、公益社団法人日本ロジスティクスシステム協
会「2013 年度経済産業省 省エネ型ロジスティクス等推進事業費補助金物流機材の一貫利
用による物流効率化のための調査研究報告書」（2014 年 3 月）（http://www.logistics.or.j
p/jils_news/2013fy_survey6_unitload.pdf）に詳しい。 
81 陸上貨物運送事業労働災害防止協会－荷役労働災害防止対策－陸上貨物運送業における
荷役作業の安全対策に関する検討会（2021 年～2022 年）（http://rikusai.or.jp/measures/
niyakuboushi/）から議事録等にアクセスすることができる。 
82 陸上貨物運送事業労働災害防止協会－荷役労働災害防止対策－陸上貨物運送業における
荷役作業の安全対策に関する検討会（2021 年～2022 年）（http://rikusai.or.jp/measures/
niyakuboushi/）－陸上貨物運送業における荷役作業の安全対策に関する検討会報告書（htt
p://rikusai.or.jp/wp-content/uploads/2022/09/kentoukai_houkoku.pdf）より。第 9 回検討
会の検討会報告書案では、「異常があった場合は、直ちに補修その他の必要な措置を講ず
ること。また陸運事業者が異常のある機材を発見した際に、そのまま使用するのは危険な
ため、所有者又は荷主に対して当該機材を使った荷役作業を拒むことができるよう配慮す
ること。」となっていた。 
83 労働安全衛生規則第 663 条の 2（法第三十二条第五項の請負人の義務）の次条が第 664
条（報告）〔※特定元方事業者事業開始報告に係る規定〕となっている。 
84 寺西輝泰『改訂版 労働安全衛生法違反の刑事責任―総論―』（日労研，2004 年）
第 2編第 1章第 2 節の第 1（216-221 頁） 
85 畠中信夫（2000 年）「労働安全衛生法の形成とその効果」（日本労働研究雑誌第 475 号）
のⅣの 2に同趣旨。 
86 経済産業省「鉱山保安法等逐条解説」（https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/i
ndustrial_safety/law/kouzankaisetsu.html，2021 年 8 月 20 日閲覧）p.21 
87 高等裁判所判例集－裁判例結果詳細－名古屋高裁判決昭和 46 年（う）第 262 号昭和 46
年 2月 28 日（https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=22974）（河村産業所事
件，又は鍋田農協倉庫倒壊事件）参照。裁判要旨「建設会社が請け負つた建築工事につき、
各工程を分け、それぞれ下請け業者に請け負わせて、施工する場合において、右の下請け
業者が材料の全部または一部と労働者を供給するに過ぎないものであり、その使用する労
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働者の安全に関する法的義務を負担する能力がなく、元請人である建設会社の建築技術者
が現場主任として、実質上、各下請け業者等を指揮、監督し、施工一切を総括、管理する
ときは、右の現場主任は、各下請け業者等、その使用する労働者に対する関係においても、
労働基準法一〇条に定める「事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為を
する者」として、同法四二条に定める「使用者」に該当すると解すべきである。」 
88 労働福祉事業団『労働福祉』（昭和 39 年 8月号，昭和 39 年 8 月 1 日発行）p.14 
89 厚生労働省－労働基準局が実施する検討会等－今後の労働安全衛生対策の在り方に係る
検討会（https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-roudou_128892.html） 
90 平成 18年 2月 24日付け基発第 0224003号「労働安全衛生法等の一部を改正する法律（労
働安全衛生法関係）等の施行について」（https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00t
b3028&dataType=1） 
91 労働基準局報告例規基準業種分類表については、全国労働安全衛生センター連絡会議情
報公開推進局が開示請求した平成 20 年 3 月 31 日付け基発第 0331017 号「労働基準局報告
例規の一部改正について」（http://www.joshrc.org/files2007/20080331-018.pdf）（最新版
ではない）等を参照。 
92 三柴丈典「リスクアセスメントを核とした諸外国の労働安全衛生制度の背景・特徴・効
果とわが国への適応可能性に関する調査研究」総合報告書（H26-労働-一般-001，2016 年）
（https://mhlw-grants.niph.go.jp/project/26210，文献番号 201621001B）総括研究報告書
－リスク創出者管理責任負担原則の意義については、総括研究報告書 27 頁【示唆される予
防政策のエッセンス】①，30 頁【特徴】①ほか。英国労働安全衛生法への反映状況につい
ては、分担研究報告書「日本の安衛法の特徴と示唆される予防政策のエッセンス」87 頁。 
93 International Labour Organization－ILO 駐日事務所－「ILO と日本」（https://www.i
lo.org/tokyo/ilo-japan/lang--ja/index.htm，2022 年 11 月 8 日閲覧）に「日本は、国際労働
機関（ILO）が誕生した 1919 年からの原加盟国です（1940 年から 1951 年の間は脱退）。」
との記述あり。 
94 労働省「工業及び商業における労働監督に関する條約（第八十一号）、（第八十八号）、
（第九十八号）に関する国会答弁資料」（昭和 28 年 2 月）の問 2（わが国が加盟国であっ
た当時批准した条約は何か）の答（1 頁）に「一九三八年（昭和十三年）十一月二日に ILO
との協力終止を通告するまで批准した条約は、左の十四件であります。…」との記述があ
る。 
95 International Labour Organization－NORMLEX－Country profiles－Japan（https://w
ww.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11110:0::NO:11110:P11110_COUNTRY_ID:10272
9，2022 年 11 月 18 日閲覧）に、「Member from 1919 to 1940 and since 26.11.1951」
との記載がある。 
96 International Labour Organization－ILO 駐日事務所－ILO と日本－「小史」（https://
www.ilo.org/tokyo/ilo-japan/history/lang--ja/index.htm，2022 年 11 月 18 日閲覧） 
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97 International Labour Organization－International Labour Conference 35th Session 
(Geneva, 1952) Report of the Committee of Experts on the Application of Conventio
ns and Recommendations（http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09661/09661(1952-35).
pdf）4 頁（pdf 366 頁）の 22～24 の項参照。23 の項に「The Committee was informed 
that it would have before it at its next session reports from Japan on the 14 Convent
ions which it had ratified before its withdrawal from membership in 1940 and by whi
ch it continues to be bound.」との記述がある。リンク元：Information and reports on 
the application of Conventions and Recommendations（https://www.ilo.org/public/libdo
c/ilo/P/09661/） 
98 International Labour Organization－International Labour Conference 36th Session 
(Geneva, 1953) Report of the Committee of Experts on the Application of Conventio
ns and Recommendations（http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09661/09661(1953-36).
pdf）Appendices 1D（41 頁（PDF 325 頁）以降）に、日本が ILO 再加盟後に批准済 14
条約に係る国内実施状況について提出した報告書に対する CEACR の検討結果が掲載され
ている。リンク元：Information and reports on the application of Conventions and Rec
ommendations（https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09661/） 
99 International Labour Organization－Labour standards－Applying and promoting Inte
rnational Labour Standards－Committee of Experts on the Application of Conventions
 and Recommendations（https://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-i
nternational-labour-standards/committee-of-experts-on-the-application-of-conventions-an
d-recommendations/lang--en/index.htm，2021 年 1 月 6日閲覧） 
100 International Labour Organization－ILO 駐日事務所－メールマガジン・トピック解説
（2006 年 12 月 28 日付第 55 号）「◇ILO 条約勧告適用専門家委員会」（https://www.ilo.
org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-tokyo/documents/article/wcms_2
49621.pdf，2022 年 11 月 3日閲覧）において同専門家委員会の成立ち、任務、活動等につ
いて解説されている。 
101 International Labour Organization－Labour standards－Applying and promoting－C
onference Committee on the Application of Standards（https://www.ilo.org/global/stand
ards/applying-and-promoting-international-labour-standards/conference-committee-on-th
e-application-of-standards/lang--en/index.htm，2022 年 11月 3日閲覧） 
102 International Labour Organization－ILO 駐日事務所－「監視機構」（https://www.ilo.
org/tokyo/standards/supervisory-bodies/lang--ja/index.htm，2022 年 11月 3日閲覧） 
103 林雅彦「ILO における国際労働基準の形成と適用監視」（日本労働研究雑誌，2013 年）
（https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2013/11/pdf/045-054.pdf）参照 
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 and Recommendations（https://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-i
nternational-labour-standards/committee-of-experts-on-the-application-of-conventions-an
d-recommendations/lang--en/index.htm，2021 年 1 月 6日閲覧） 
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（2006 年 12 月 28 日付第 55 号）「◇ILO 条約勧告適用専門家委員会」（https://www.ilo.
org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-tokyo/documents/article/wcms_2
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いて解説されている。 
101 International Labour Organization－Labour standards－Applying and promoting－C
onference Committee on the Application of Standards（https://www.ilo.org/global/stand
ards/applying-and-promoting-international-labour-standards/conference-committee-on-th
e-application-of-standards/lang--en/index.htm，2022 年 11月 3日閲覧） 
102 International Labour Organization－ILO 駐日事務所－「監視機構」（https://www.ilo.
org/tokyo/standards/supervisory-bodies/lang--ja/index.htm，2022 年 11月 3日閲覧） 
103 林雅彦「ILO における国際労働基準の形成と適用監視」（日本労働研究雑誌，2013 年）
（https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2013/11/pdf/045-054.pdf）参照 
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104 International Labour Organization－ILO 駐日事務所－国際労働機関憲章（日本語訳）
（https://www.ilo.org/tokyo/standards/list-of-conventions/WCMS_240186/lang--ja/index.
htm，2022 年 11 月 3 日閲覧） 
105 文末脚注 35 の日本政府の文献では「直接要請」という訳語が使用されている。 
106 文末脚注 100 の ILO 駐日事務所による文献では「直接請求」と訳されている。 
107 第 35 回 ILO 懇談会の厚生労働省配付資料の参考 3－2（https://www.mhlw.go.jp/conte
nt/10501000/000897744.pdf）では「ダイレクトリクエスト」と訳されている。 
108 International Labour Organization－ILO 駐日事務所－「条約勧告適用専門家委員会」
（https://www.ilo.org/tokyo/events-and-meetings/WCMS_423760/lang--ja/index.htm，20
22 年 11月 3日閲覧）は数年前の記事と思われるが、「検索機能のついた国際労働基準デー
タベースＮＯＲＭＬＥＸには過去約 30 年分の情報が収録されています。」と記載されてい
るため。 
109 International Labour Organization－Labour standards－Applying and promoting Int
ernational Labour Standards－Conference Committee on the Application of Standards
（https://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-stan
dards/conference-committee-on-the-application-of-standards/lang--en/index.htm，2022 年
11 月 3 日閲覧） 
110 個人送信（個人向けデジタル化資料送信サービス）とは、国立国会図書館のデジタル化
資料のうち、絶版等の理由で入手が困難なものを、インターネットを通じて個人の端末等
で閲覧できるサービスであり、無料登録制である（国立国会図書館－個人向けデジタル化
資料送信サービス https://www.ndl.go.jp/jp/use/digital_transmission/individuals_index.ht
ml 参照） 
111 この地図は、MapChart（https://mapchart.net/world-advanced.html）を利用して作成
した（無料での商用利用可と記載あり）。 
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労労働働安安全全衛衛生生法法第第 3377 条条かからら第第 4411 条条のの逐逐条条解解説説  

 
  

分担研究者 井村 真己 追手門学院大学・教授 
 

研究要旨 
労働安全衛生法は、労働災害の防止の危険防止基準の確立の一環として、第 5 章にお

いて、機械並びに危険物及び有害物に関する規制を行っている。本分担研究は、この第
5 章のうち、機械に関する規制を行う第 37 条から第 41 条までの逐条解説を目的とする
ものである。 

法第 37 条の趣旨・沿革から明らかになったこととして、本条の特定機械等について
は、古いものでは明治初期から当該機械に関する災害の事例が存在しており、また、か
かる災害に対する法的な規制も様々な形で行われてきていた。そうして、1972 年の安
衛法制定時には、すでにこれら特定機械等に対する製造許可制の仕組は確立されてきて
おり、本条はかかる現状を追認したものということができる。ただし、このことは、こ
れら特定機械等以外の機械について本条に基づく製造許可制を導入することを排除する
ものではないから、本条における「特に危険な作業を必要とする機械」について判断基
準を確立し、必要に応じて新たな特定機械等の追加について検討することが解釈上の課
題になるものと思われる。 

また、法第 38 条については、特定機械等が安全に設置されていることを確認するた
めの各種検査が規定されている。それぞれの検査については、各特定機械等の製造およ
び設置における安全性を確保するためには必要不可欠であるといえよう。これら検査の
具体的内容は、特定機械等に関する規制の構造上、各安全規則に委ねられており、その
安全規則の中でさらに各特定機械等の検査に関する規制がほぼ同じ条文によって定めら
れている。このような条文の重複は、安衛法および各規則の全体的な視認性を著しく阻
害するものであるといえ、検査に関しては安全規則とは別に統一的な別規則を定めるこ
とも検討すべきなのではないかと思われる。 
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Ａ．研究目的 
本研究事業全体の目的は、以下の 3 点に

ある。 
①時代状況の変化に応じた法改正の方向

性を展望すること。 
②安衛法を関係技術者以外（文系学部出

身の事務系社員等）に浸透させ、社会一般
への普及を図ること。 
③安衛法に関する学問体系、安衛法研究

のための人と情報の交流のプラットフォー
ムを形成すること。 
そのため、条文の起源（立法趣旨、基礎

となった災害例、前身）と運用（関係判例、
適用の実際）、主な関係令等（関係政省令、
規則、通達等）を、できる限り図式化して
示すと共に、現代的な課題や法解釈学的な
論点に関する検討結果を記した体系書を発
刊すること。 
本分担研究の目的は、枝番号や附則を除

き 123 条ある安衛法のうち第 37 条から第
54 条について、その課題を果たすことに
ある。 
 
Ｂ．研究方法 
安全衛生に詳しい元労働基準監督官から、

現行安衛法の体系に関する解説と安衛法本
体の条文に紐付く政省令の選定を受けたう
えで、法学・行政学を専門とする分担研究
者が、各自、解説書、専門誌に掲載された
学術論文や記事、政府発表資料等の第 1 次
文献のレビューを行って執筆した文案を研
究班会議で報告し、現行安衛法や改正法の
起案に関わった畠中信夫元白鴎大学教授、
唐澤正義氏ら班員らからの指摘やアドバイ
スを得て洗練させた。 
 

C．研究結果 
1 第 37条（製造の許可） 
1.1 条文 
第三十七条 特に危険な作業を必要とする
機械等として別表第一に掲げるもので、政
令で定めるもの（以下「特定機械等」とい
う。）を製造しようとする者は、厚生労働
省令で定めるところにより、あらかじめ、
都道府県労働局長の許可を受けなければな
らない。 
2 都道府県労働局長は、前項の許可の申
請があつた場合には、その申請を審査し、
申請に係る特定機械等の構造等が厚生労働
大臣の定める基準に適合していると認める
ときでなければ、同項の許可をしてはなら
ない。 
（平一一法八七・平一一法一六〇・平一五
法一〇二・一部改正） 
別表第一（第三七条関係） 
一 ボイラー 
二 第一種圧力容器（圧力容器であつて

政令で定めるものをいう。以下同
じ。） 

三 クレーン 
四 移動式クレーン 
五 デリック 
六 エレベーター 
七 建設用リフト 
八 ゴンドラ 
 

1.2 関連政省令 
現行法制上、本条により製造許可が必要

となる特定機械等については、安衛法施行
令第 1 条に、ボイラー、第一種圧力容器、
移動式クレーン、建設用リフト、ゴンドラ
に関する定義のみが置かれ、ボイラーの種
別（蒸気ボイラー、温水ボイラー）、クレ
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ーン、デリック、エレベーターについては、
安衛法施行時に出された通達（「労働安全
衛生法および同法施行令の施行について」
昭和 47 年 9 月 18 日基発 602 号）の中に
て定められている。施行令の中にすべての
特定機械の定義が置かれなかった事情とし
ては、政令の中で特定機械等の定義をきめ
細かく記載することは政令のレベルとして
なじまないという安衛法制定時の内閣法制
局の方針に基づいたものである 1。 

 
1.2.1 施行令 
第一条 この政令において、次の各号に掲
げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ
ろによる。 
（中略） 
三 ボイラー 蒸気ボイラー及び温水ボ

イラーのうち、次に掲げるボイラー
以外のものをいう。 

イ ゲージ圧力〇・一メガパスカル以
下で使用する蒸気ボイラーで、厚
生労働省令で定めるところにより
算定した伝熱面積（以下「伝熱面
積」という。）が〇・五平方メー
トル以下のもの又は胴の内径が二
百ミリメートル以下で、かつ、そ
の長さが四百ミリメートル以下の
もの 

ロ ゲージ圧力〇・三メガパスカル以
下で使用する蒸気ボイラーで、内
容積が〇・〇〇〇三立方メートル
以下のもの 

ハ 伝熱面積が二平方メートル以下の
蒸気ボイラーで、大気に開放した
内径が二十五ミリメートル以上の
蒸気管を取り付けたもの又はゲー
ジ圧力〇・〇五メガパスカル以下

で、かつ、内径が二十五ミリメー
トル以上のＵ形立管を蒸気部に取
り付けたもの 

ニ ゲージ圧力〇・一メガパスカル以
下の温水ボイラーで、伝熱面積が
四平方メートル以下のもの 

ホ ゲージ圧力一メガパスカル以下で
使用する貫流ボイラー（管寄せの
内径が百五十ミリメートルを超え
る多管式のものを除く。）で、伝
熱面積が五平方メートル以下のも
の（気水分離器を有するものにあ
つては、当該気水分離器の内径が
二百ミリメートル以下で、かつ、
その内容積が〇・〇二立方メート
ル以下のものに限る。） 

へ 内容積が〇・〇〇四立方メートル
以下の貫流ボイラー（管寄せ及び
気水分離器のいずれをも有しない
ものに限る。）で、その使用する
最高のゲージ圧力をメガパスカル
で表した数値と内容積を立方メー
トルで表した数値との積が〇・〇
二以下のもの 

（中略） 
五  第一種圧力容器  次に掲げる容器

（ゲージ圧力〇・一メガパスカル以
下で使用する容器で、内容積が〇・
〇四立方メートル以下のもの又は胴
の内径が二百ミリメートル以下で、
かつ、その長さが千ミリメートル以
下のもの及びその使用する最高のゲ
ージ圧力をメガパスカルで表した数
値と内容積を立方メートルで表した
数値との積が〇・〇〇四以下の容器
を除く。）をいう。 

イ 蒸気その他の熱媒を受け入れ、又
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は蒸気を発生させて固体又は液体
を加熱する容器で、容器内の圧力
が大気圧を超えるもの（ロ又はハ
に掲げる容器を除く。） 

ロ 容器内における化学反応、原子核
反応その他の反応によつて蒸気が
発生する容器で、容器内の圧力が
大気圧を超えるもの 

ハ 容器内の液体の成分を分離するた
め、当該液体を加熱し、その蒸気
を発生させる容器で、容器内の圧
力が大気圧を超えるもの 

ニ  イからハまでに掲げる容器のほ
か、大気圧における沸点を超える
温度の液体をその内部に保有する
容器 

（中略） 
八 移動式クレーン 原動機を内蔵し、

かつ、不特定の場所に移動させるこ
とができるクレーンをいう。 

九 簡易リフト エレベーター（労働基
準法（昭和二十二年法律第四十九
号）別表第一第一号から第五号まで
に掲げる事業の事業場に設置される
ものに限るものとし、せり上げ装
置、船舶安全法（昭和八年法律第十
一号）の適用を受ける船舶に用いら
れるもの及び主として一般公衆の用
に供されるものを除く。以下同
じ。）のうち、荷のみを運搬するこ
とを目的とするエレベーターで、搬
器の床面積が一平方メートル以下又
はその天井の高さが一・二メートル
以下のもの（次号の建設用リフトを
除く。）をいう。 

十 建設用リフト 荷のみを運搬するこ
とを目的とするエレベーターで、土

木、建築等の工事の作業に使用され
るもの（ガイドレールと水平面との
角度が八十度未満のスキツプホイス
トを除く。）をいう。 

十一 ゴンドラ つり足場及び昇降装置
その他の装置並びにこれらに附属す
る物により構成され、当該つり足場
の作業床が専用の昇降装置により上
昇し、又は下降する設備をいう。こ
の政令において、次の各号に掲げる
用語の意義は、当該各号に定めると
ころによる。 

第十二条 法第三十七条第一項の政令で定
める機械等は、次に掲げる機械等（本邦の
地域内で使用されないことが明らかな場合
を除く。）とする。 
一 ボイラー（小型ボイラー並びに船舶

安全法の適用を受ける船舶に用いら
れるもの及び電気事業法（昭和三十
九年法律第百七十号）の適用を受け
るものを除く。） 

二 第一種圧力容器（小型圧力容器並び
に船舶安全法の適用を受ける船舶に
用いられるもの及び電気事業法、高
圧ガス保安法（昭和二十六年法律第
二百四号）、ガス事業法（昭和二十
九年法律第五十一号）又は液化石油
ガスの保安の確保及び取引の適正化
に関する法律（昭和四十二年法律第
百四十九号）の適用を受けるものを
除く。） 

三 つり上げ荷重が三トン以上（スタツ
カー式クレーンにあつては、一トン
以上）のクレーン 

四 つり上げ荷重が三トン以上の移動式
クレーン 

五 つり上げ荷重が二トン以上のデリツ
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は蒸気を発生させて固体又は液体
を加熱する容器で、容器内の圧力
が大気圧を超えるもの（ロ又はハ
に掲げる容器を除く。） 

ロ 容器内における化学反応、原子核
反応その他の反応によつて蒸気が
発生する容器で、容器内の圧力が
大気圧を超えるもの 

ハ 容器内の液体の成分を分離するた
め、当該液体を加熱し、その蒸気
を発生させる容器で、容器内の圧
力が大気圧を超えるもの 

ニ  イからハまでに掲げる容器のほ
か、大気圧における沸点を超える
温度の液体をその内部に保有する
容器 

（中略） 
八 移動式クレーン 原動機を内蔵し、

かつ、不特定の場所に移動させるこ
とができるクレーンをいう。 

九 簡易リフト エレベーター（労働基
準法（昭和二十二年法律第四十九
号）別表第一第一号から第五号まで
に掲げる事業の事業場に設置される
ものに限るものとし、せり上げ装
置、船舶安全法（昭和八年法律第十
一号）の適用を受ける船舶に用いら
れるもの及び主として一般公衆の用
に供されるものを除く。以下同
じ。）のうち、荷のみを運搬するこ
とを目的とするエレベーターで、搬
器の床面積が一平方メートル以下又
はその天井の高さが一・二メートル
以下のもの（次号の建設用リフトを
除く。）をいう。 

十 建設用リフト 荷のみを運搬するこ
とを目的とするエレベーターで、土

木、建築等の工事の作業に使用され
るもの（ガイドレールと水平面との
角度が八十度未満のスキツプホイス
トを除く。）をいう。 

十一 ゴンドラ つり足場及び昇降装置
その他の装置並びにこれらに附属す
る物により構成され、当該つり足場
の作業床が専用の昇降装置により上
昇し、又は下降する設備をいう。こ
の政令において、次の各号に掲げる
用語の意義は、当該各号に定めると
ころによる。 

第十二条 法第三十七条第一項の政令で定
める機械等は、次に掲げる機械等（本邦の
地域内で使用されないことが明らかな場合
を除く。）とする。 
一 ボイラー（小型ボイラー並びに船舶

安全法の適用を受ける船舶に用いら
れるもの及び電気事業法（昭和三十
九年法律第百七十号）の適用を受け
るものを除く。） 

二 第一種圧力容器（小型圧力容器並び
に船舶安全法の適用を受ける船舶に
用いられるもの及び電気事業法、高
圧ガス保安法（昭和二十六年法律第
二百四号）、ガス事業法（昭和二十
九年法律第五十一号）又は液化石油
ガスの保安の確保及び取引の適正化
に関する法律（昭和四十二年法律第
百四十九号）の適用を受けるものを
除く。） 

三 つり上げ荷重が三トン以上（スタツ
カー式クレーンにあつては、一トン
以上）のクレーン 

四 つり上げ荷重が三トン以上の移動式
クレーン 

五 つり上げ荷重が二トン以上のデリツ
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ク 
六 積載荷重（エレベーター（簡易リフ

ト及び建設用リフトを除く。以下同
じ。）、簡易リフト又は建設用リフト
の構造及び材料に応じて、これらの
搬器に人又は荷をのせて上昇させる
ことができる最大の荷重をいう。以
下同じ。）が一トン以上のエレベー
ター 

七 ガイドレール（昇降路を有するもの
にあつては、昇降路。次条第三項第
十八号において同じ。）の高さが十
八メートル以上の建設用リフト（積
載荷重が〇・二五トン未満のものを
除く。次条第三項第十八号において
同じ。） 

八 ゴンドラ 
2 法別表第一第二号の政令で定める圧力容
器は、第一種圧力容器とする。 

 
1.2.2 関連規則 
省令レベルでは、各特定機械等に関する

安全規則が定められており、その中で製造
許可に関する詳細が定められている。いず
れの機械についても、製造許可は所轄の都
道府県労働局長への申請によって行われる
が、申請時の提出書類については、特定機
械等の性質により、若干の違いがある点に
留意する必要がある。 

 
1.2.2.1 ボイラー及び圧力容器安全規則

（昭和 47 年 9 月 30 日労働省令
第 33号） 

第三条 2 ボイラーを製造しようとする者
は、製造しようとするボイラーについて、
あらかじめ、その事業場の所在地を管轄す

る都道府県労働局長（以下「所轄都道府県
労働局長」という。）の許可を受けなけれ
ばならない。ただし、既に当該許可を受け
ているボイラーと型式が同一であるボイラ
ー（以下「許可型式ボイラー」という。）
については、この限りでない。 
2 前項の許可を受けようとする者は、ボ
イラー製造許可申請書（様式第一号）にボ
イラーの構造を示す図面及び次の事項を記
載した書面を添えて、所轄都道府県労働局
長に提出しなければならない。 
一 強度計算 
二 ボイラーの製造及び検査のための設

備の種類、能力及び数 
三 工作責任者の経歴の概要 
四 工作者の資格及び数 
五 溶接によつて製造するときは、溶接

施行法試験結果 
 

1.2.2.2 クレーン等安全規則（昭和 47 年
9月 30日労働省令第 34号） 

第三条 3 クレーン（令第十二条第一項第
三号のクレーンに限る。以下本条から第十
条まで、第十六条及び第十七条並びにこの
章第四節及び第五節において同じ。）を製
造しようとする者は、その製造しようとす
るクレーンについて、あらかじめ、その事
業場の所在地を管轄する都道府県労働局長
（以下「所轄都道府県労働局長」とい
う。）の許可を受けなければならない。た
だし、すでに当該許可を受けているクレー
ンと型式が同一であるクレーン（以下この
章において「許可型式クレーン」とい
う。）については、この限りでない。 
2 前項の許可を受けようとする者は、ク
レーン製造許可申請書（様式第一号）にク
レーンの組立図及び次の事項を記載した書
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面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出
しなければならない。 
一 強度計算の基準 
二 製造の過程において行なう検査のた

めの設備の概要 
三 主任設計者及び工作責任者の氏名及

び経歴の概要 
 

1.2.2.3 ゴンドラ安全規則（昭和 47 年 9
月 30日労働省令第 35号） 

第二条 ゴンドラを製造しようとする者
は、その製造しようとするゴンドラについ
て、あらかじめ、その事業場の所在地を管
轄する都道府県労働局長（以下「所轄都道
府県労働局長」という。）の許可を受けな
ければならない。ただし、すでに当該許可
を受けているゴンドラと型式が同一である
ゴンドラ（以下この章において「許可型式
ゴンドラ」という。）については、この限
りでない。 
2 前項の許可を受けようとする者は、ゴ
ンドラ製造許可申請書（様式第一号）にゴ
ンドラの組立図及び次の事項を記載した書
面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出
しなければならない。 
一 強度計算の基準 
二 製造の過程において行なう検査のた

めの設備の概要 
三 主任設計者及び工作責任者の氏名及

び経歴の概要 
 

1.3 趣旨と内容 
1.3.1 趣旨 
安衛法は、危険な作業を必要とする機械

等や有害物について、利用に供されるよう
になってから安全衛生上の対策を講じるよ
りも、製造・流通の段階で必要な措置をと

っておく方がより効果的であるとの観点か
ら、第 5 章においてそのような機械、危険
物および有害物について所要の規制を加え
ることとしている 4。第 37 条は、このうち
特に危険な作業を必要とする機械等の製造
をしようとする者に対して、都道府県労働
局長の許可を受けることを義務づけ（第 1
項）、また労働局長が許可を行うにあたっ
ては、当該機械等の構造等が厚生労働大臣
の定める基準に適合していることを要する
と定めている（第 2 項）。第 37 条の規制の
対象となるのは、機械等を使用する事業者
ではなく、当該機械等の製造者である。 
同条にいう特に危険な作業を必要とする

機械等については、法の別表第一にボイラ
ー、クレーン、エレベーター、ゴンドラな
ど 8 種の機械が指定され、さらに安衛法施
行令第 12 条 1 項でその対象となる機械が
明示される（以下では特定機械等と略す）。
これら特定機械等については、省令で安全
規則が、また告示で構造規格 5がそれぞれ
制定されている。これらの機械については、
欧米諸国においても古くから構造上の要件
が定められており、また製造から設置・使
用について検査制度が設けられていること
から、わが国でも同様に規制の対象となっ
たものと考えられる 6。 
また、本条については、安衛法制定後に

地方分権推進法（平成 11 年法律第 87 号）
により、製造許可申請書の提出先機関が都
道府県労働基準局長から都道府県労働局長
へと変更された。これ以外にも 2 度の改正
を経ているが 7、いずれも軽微な改正にと
どまっており、法の構造を大きく変更する
ような改正は行われていない。 
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面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出
しなければならない。 
一 強度計算の基準 
二 製造の過程において行なう検査のた

めの設備の概要 
三 主任設計者及び工作責任者の氏名及

び経歴の概要 
 

1.2.2.3 ゴンドラ安全規則（昭和 47 年 9
月 30日労働省令第 35号） 

第二条 ゴンドラを製造しようとする者
は、その製造しようとするゴンドラについ
て、あらかじめ、その事業場の所在地を管
轄する都道府県労働局長（以下「所轄都道
府県労働局長」という。）の許可を受けな
ければならない。ただし、すでに当該許可
を受けているゴンドラと型式が同一である
ゴンドラ（以下この章において「許可型式
ゴンドラ」という。）については、この限
りでない。 
2 前項の許可を受けようとする者は、ゴ
ンドラ製造許可申請書（様式第一号）にゴ
ンドラの組立図及び次の事項を記載した書
面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出
しなければならない。 
一 強度計算の基準 
二 製造の過程において行なう検査のた

めの設備の概要 
三 主任設計者及び工作責任者の氏名及

び経歴の概要 
 

1.3 趣旨と内容 
1.3.1 趣旨 
安衛法は、危険な作業を必要とする機械

等や有害物について、利用に供されるよう
になってから安全衛生上の対策を講じるよ
りも、製造・流通の段階で必要な措置をと

っておく方がより効果的であるとの観点か
ら、第 5 章においてそのような機械、危険
物および有害物について所要の規制を加え
ることとしている 4。第 37 条は、このうち
特に危険な作業を必要とする機械等の製造
をしようとする者に対して、都道府県労働
局長の許可を受けることを義務づけ（第 1
項）、また労働局長が許可を行うにあたっ
ては、当該機械等の構造等が厚生労働大臣
の定める基準に適合していることを要する
と定めている（第 2 項）。第 37 条の規制の
対象となるのは、機械等を使用する事業者
ではなく、当該機械等の製造者である。 
同条にいう特に危険な作業を必要とする

機械等については、法の別表第一にボイラ
ー、クレーン、エレベーター、ゴンドラな
ど 8 種の機械が指定され、さらに安衛法施
行令第 12 条 1 項でその対象となる機械が
明示される（以下では特定機械等と略す）。
これら特定機械等については、省令で安全
規則が、また告示で構造規格 5がそれぞれ
制定されている。これらの機械については、
欧米諸国においても古くから構造上の要件
が定められており、また製造から設置・使
用について検査制度が設けられていること
から、わが国でも同様に規制の対象となっ
たものと考えられる 6。 
また、本条については、安衛法制定後に

地方分権推進法（平成 11 年法律第 87 号）
により、製造許可申請書の提出先機関が都
道府県労働基準局長から都道府県労働局長
へと変更された。これ以外にも 2 度の改正
を経ているが 7、いずれも軽微な改正にと
どまっており、法の構造を大きく変更する
ような改正は行われていない。 
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1.3.2 内容 
第 37 条による製造許可が要求される特

定機械等については、そのいずれについて
も安衛法制定以前に安全規則の策定が行わ
れており、その中で構造規格に基づく製造
許可の仕組が確立されていた。第 37 条は、
安衛法制定当時に特に危険と認識されてい
た特定機械等への規制がほぼそのまま立法
化されたものであるといえよう（各機械に
対する規制の沿革については後述する）。
この点を踏まえつつ、第 37 条の内容につ
いて解説していく。 

 
1.3.2.1 「特に危険な作業を必要とする機

械」 
第 37 条については、法制定時から現在

に至るまで法改正による新たな機械の追加
は行われていない。そうすると、第 37 条
にいう「特に危険な作業を必要とする機
械」とは、現状の 8 種類の特定機械等を指
すものと解すれば十分なように見える。し
かし、これら特定機械等について、安衛法
が「特に危険な作業を必要とする機械」と
一般的な文言を持って定義している以上、
法の適用対象となる機械が他に存在する可
能性は否定できない。そこで、この条文上
の文言に基づく第 37 条の適用対象となる
機械の判断基準について若干の検討を行う
ことにする。 
第 37 条の「特に危険な作業を必要とす

る機械」との文言は、そのまま解釈すれば
労働者による「危険な作業」に重点が置か
れているようであり、機械それ自体の問題
ではないようにも読める。しかし、そのよ
うな作業を必要とする機械を規制の対象と
している以上、機械自体の危険性も当然に

含むものと解すべきであろう。 
また、後述するように特定機械等による

災害については、① ボイラー破裂事故に
典型的であるが、当該機械における災害の
発生が労働者の身体・生命の危険に直結し
ている、② クレーン倒壊やゴンドラ墜落
など、その作業場所との関連で、当該機械
による災害の発生が当該作業に従事してい
る労働者のみならず、一般人を巻き込む可
能性がある、③ 災害の発生原因が、機械
の構造的な欠陥あるいは不十分な理解に基
づく機械の使用によることが多い、といっ
た点にその特徴を見ることができる。 
これらの点を考え合わせると、「特に危

険な作業を必要とする機械」とは、当該機
械による災害の発生が労働者・一般人の生
命への危険をもたらす蓋然性が高い機械の
うち、その災害の発生原因が機械の構造上
の欠陥または機械の作業方法の不備のいず
れか若しくはその両方によることが経験則
上明らかな機械と解釈することができよう。
そうすると、本条は、機械の構造上の欠陥
の根絶を製造の許可制を通じて行い、それ
に加えて第 61 条およびその関連規定によ
り講習受講または資格取得をしていない者
の就業を制限することにより、当該機械の
使用にかかる安全を確保しようとするもの
と解することができよう。 

 
1.3.2.2 「製造しようとする者」 
本条の規定に基づく製造許可を受けるべ

き者は、個々の特定機械等を実際に製造し
ようとする者であるが、関連規則にて明ら
かなように、すでに許可を受けている特定
機械等と同一の型式のものを製造する場合
には、個々の機械の製造ごとに許可を得る

－ 985 －



  分担研究報告書（井村 真己） 

8 
 

必要はない（ボイラー則第 3 条 1 項但書、
クレーン則第 3 条 1 項但書、ゴンドラ則第
2 条 1 項但書）。この場合の「同一の型
式」については、特定機械等の種類により
求められる要件が異なっており、ボイラー
および圧力容器に関しては、種類、主要材
料、工作方法について同一性が求められる
のに対し（昭和 47 年 9 月 18 日基発第 597
号）、クレーンおよびゴンドラは、種類、
構造部分の材料および形状、能力（つり上
げ荷重、積載荷重）、工作方法について同
一性が必要である（昭和 47 年 9 月 18 日基
発第 598 号（クレーン等）昭和 47 年 9 月
18 日基発第 599号（ゴンドラ））。 
また、ボイラーに関しては、廃止された

ボイラーを改修する場合にも「製造しよう
とする者」に含まれる。この場合における
改修とは、ボイラーの胴若しくは管寄せの
3 分の 1 以上、鏡板若しくは管板の全部、
または炉筒若しくは火室の全部を改修する
場合が該当する（昭和 34年 2 月 19 日基発
第 102 号）。 
このほか、複数の製造事業者が共同で特

定機械等を製造する場合には、各々が「製
造しようとする者」に該当することになる
ため、それぞれの製造分担を明らかにし、
主たる部分を製造する者を所轄する都道府
県労働局庁に共同申請しなければならない
（昭和 34 年 2月 19日基発第 102 号）。 
クレーンのように部品を運んで現地で組

み立てて使用する機械については、主要な
構成部分を製造する者が本条にいう「製造
しようとする者」に該当する。 
なお、本条に関連して、安衛法違反とし

て刑事罰を科す場合、「製造しようとす
る」というとはどの時期を指すのかが、犯

行着手時期との関係で問題となることがあ
る。この点につき、ボイラーや第一種圧力
容器のような据置型の特定機械等や、移動
式クレーンのように完成品が単体で利用さ
れる特定機械等については、設計を完了し、
当該機械の製造に着手した時点が「製造し
ようとする」に該当するものと解される。
また、クレーンやゴンドラなど、工場で製
造された部品を設置現場へ搬入して設置す
る定置型の特定機械等については、部品の
製造開始時点、または設置現場における組
み立てに着手した時点のいずれかが「製造
しようとする」に該当すると考えられるが、
本条の趣旨は、安全な特定機械等の製造を
担保する規制であり、製造者に対する規制
であることを踏まえるならば、前者の部品
の製造開始時点が「製造しようとする」に
該当すると解すべきであろう 8。 

 
1.3.3 特定機械等の定義 
第 37 条の適用に当たっては、製造許可

の対象となる特定機械等がどのようなもの
であるかが問題となるが、この点に関して
は、安衛法施行令に具体的な定義が置かれ
ている。この規定を踏まえつつ、それぞれ
の機械の定義を確認しておく 9。 

 
1.3.3.1 ボイラー 
一般にボイラーとは、燃料を使用して水

を熱することによって温水や蒸気を発生さ
せる装置をいう。現行の安衛則上、ボイラ
ーは、発生させる物質及び製造の原料によ
って分類されている。 
（1） 発生物質による分類 
蒸気ボイラーは、燃焼ガスまたは電気に

より、水又は熱媒を加熱して、大気圧を超
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必要はない（ボイラー則第 3 条 1 項但書、
クレーン則第 3 条 1 項但書、ゴンドラ則第
2 条 1 項但書）。この場合の「同一の型
式」については、特定機械等の種類により
求められる要件が異なっており、ボイラー
および圧力容器に関しては、種類、主要材
料、工作方法について同一性が求められる
のに対し（昭和 47 年 9 月 18 日基発第 597
号）、クレーンおよびゴンドラは、種類、
構造部分の材料および形状、能力（つり上
げ荷重、積載荷重）、工作方法について同
一性が必要である（昭和 47 年 9 月 18 日基
発第 598 号（クレーン等）昭和 47 年 9 月
18 日基発第 599号（ゴンドラ））。 
また、ボイラーに関しては、廃止された

ボイラーを改修する場合にも「製造しよう
とする者」に含まれる。この場合における
改修とは、ボイラーの胴若しくは管寄せの
3 分の 1 以上、鏡板若しくは管板の全部、
または炉筒若しくは火室の全部を改修する
場合が該当する（昭和 34年 2 月 19 日基発
第 102 号）。 
このほか、複数の製造事業者が共同で特

定機械等を製造する場合には、各々が「製
造しようとする者」に該当することになる
ため、それぞれの製造分担を明らかにし、
主たる部分を製造する者を所轄する都道府
県労働局庁に共同申請しなければならない
（昭和 34 年 2月 19日基発第 102 号）。 
クレーンのように部品を運んで現地で組

み立てて使用する機械については、主要な
構成部分を製造する者が本条にいう「製造
しようとする者」に該当する。 
なお、本条に関連して、安衛法違反とし

て刑事罰を科す場合、「製造しようとす
る」というとはどの時期を指すのかが、犯

行着手時期との関係で問題となることがあ
る。この点につき、ボイラーや第一種圧力
容器のような据置型の特定機械等や、移動
式クレーンのように完成品が単体で利用さ
れる特定機械等については、設計を完了し、
当該機械の製造に着手した時点が「製造し
ようとする」に該当するものと解される。
また、クレーンやゴンドラなど、工場で製
造された部品を設置現場へ搬入して設置す
る定置型の特定機械等については、部品の
製造開始時点、または設置現場における組
み立てに着手した時点のいずれかが「製造
しようとする」に該当すると考えられるが、
本条の趣旨は、安全な特定機械等の製造を
担保する規制であり、製造者に対する規制
であることを踏まえるならば、前者の部品
の製造開始時点が「製造しようとする」に
該当すると解すべきであろう 8。 

 
1.3.3 特定機械等の定義 
第 37 条の適用に当たっては、製造許可

の対象となる特定機械等がどのようなもの
であるかが問題となるが、この点に関して
は、安衛法施行令に具体的な定義が置かれ
ている。この規定を踏まえつつ、それぞれ
の機械の定義を確認しておく 9。 

 
1.3.3.1 ボイラー 
一般にボイラーとは、燃料を使用して水

を熱することによって温水や蒸気を発生さ
せる装置をいう。現行の安衛則上、ボイラ
ーは、発生させる物質及び製造の原料によ
って分類されている。 
（1） 発生物質による分類 
蒸気ボイラーは、燃焼ガスまたは電気に

より、水又は熱媒を加熱して、大気圧を超
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える圧力の蒸気を発生させてこれを他に供
給するものである。旧ボイラー則によれば、
ボイラー本体のほか付設された過熱器およ
び節炭器（ボイラーの廃熱を利用して給水
を加熱する装置。エコノマイザともいう）
も含むものとされている。 
また、温水ボイラーは、燃焼ガス等また

電気により、圧力を有する水または熱媒
（熱を移動させるために用いられる流体）
を加熱してこれを他に供給する装置をいう。 
（2） 製造原料・構造による分類 
ボイラーは、その製造原料により鋼製ボ

イラー（鋼鉄により製造されたもの）と鋳
鉄製ボイラー（鋳鉄製のセクションと呼ば
れる部品を組み合わせて製造されたもの）
に区分される。鋼鉄ボイラーは、さらにそ
の構造によって丸ボイラー（水を満たした
缶を主体としたボイラー）、水管ボイラー
（伝熱部が水管になっているボイラー）に
大分することができる。安衛法施行令第 1
条第 3 号ホにある貫流ボイラーとは、水管
ボイラーの一種で、缶体内に長い水管を設
置し、その一端から注入された水を循環さ
せずに熱して気水分離器によって水と蒸気
に分離させるものである（ボイラーの構造
図については、図 1 から図 4を参照 10）。 
法 37 条の製造許可を要するボイラー

（小規模ボイラー）は、安衛法施行令 1 条
3 号により、一定以上の伝熱面積、最高使
用圧力、胴の内径および内容積をもつもの
とされている（安衛法上のボイラーの区分
については図 5 から図 9を参照 11）。 

 
1.3.3.2 第一種圧力容器 
第一種圧力容器は、その中に入っている

ものが大気圧の沸点を超える温度の液体

（飽和液）と定義されており、気体（ガ
ス）である第二種圧力容器と区別されてい
る。この理由は、破裂した場合における被
害の相違であり、第一種圧力容器の場合、
圧をかけて液体になっているものが一気に
蒸発して気体に変化し膨張するために被害
が大きいことからより厳しい規制が必要と
されており、法 37 条の製造許可の対象と
なるのも第一種圧力容器のみである。第一
種圧力容器の定義は施行令第 1 条第 5 号に
定められており、一定以上の最高使用圧力、
胴の内径、内容積をもち、容器内の圧力が
大気圧を超える容器のうち、① 蒸気によ
り固体や液体を加熱する容器、② 化学反
応、原子核反応その他の反応によって蒸気
が発生する容器、③ 液体の成分を分離す
るために当該液体を加熱し、その蒸気を発
生させる容器が製造許可の対象となってい
る（安衛法上の圧力容器の区分については
図 10および図 11 を参照 

12）。 
 

1.3.3.3 クレーン 
クレーンは、荷を動力を用いてつり上げ、

これを水平に運搬することを目的とする機
械装置のうち、移動式クレーンおよびデリ
ック以外のものをいう。機械としてのクレ
ーンは、荷のつり上げに動力を使用するこ
とが要件となっており、水平移動について
は動力を使用していなくてもよい。 
クレーンには、様々な構造、形状のもの

があり、クレーン則において分類表が作成
されているが、法 37 条の製造許可を要す
るクレーンは、つり上げ荷重（クレーンに
おいて構造・材質に応じて負荷させること
のできる最大の荷重）が 3 トン以上（スタ
ッカークレーンについては 1 トン以上）の

－ 987 －
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ものとされている（安衛法施行令第 12 条
第 3 号）。以下では、表 3 に基づいて主な
クレーンの種類について記述する（より具
体的分類については表 4を、また構造図に
ついては図 12 から図 17を参照 13）。 
（1） 天井クレーン 
天井クレーンは、建物の両側の壁に沿っ

て設けられたランウェイ（走行軌道）にガ
ーダ（桁）を渡し、そこに巻上装置を置い
たものである。巻上装置の相違によりホイ
スト式（原動機、減速装置、ドラム等を一
体にまとめた巻上装置をガーダの下に設置
する）、トロリ式（ガーダの上にトロリ
（台車）を設置し、そこに巻上機を設置す
る）などに分類される。 
（2） ジブクレーン 
ジブクレーンは、ジブ（クレーンの竿の

部分）を有し、その先端の滑車に巻上用の
ワイヤロープを通して荷をつり上げるもの
である。 
その形状により、つち型クレーン（塔状

の構造物の上に水平のジブを乗せた形状の
もの）、引き込みクレーン（ジブを起伏さ
せても吊り荷が上下に移動せずに水平に移
動する形状のもの）、壁クレーン（ジブを
壁に設置したもの）に分類される。 
（3） 橋形クレーン 
橋形クレーンは、天井クレーンの両端に

に脚を設置し、地上または床上に設けたレ
ールの上を走行する形状のものである。天
井クレーンと同様に、ホイスト式、トロリ
式などにさらに分類される。 
（4） アンローダ 
アンローダは、船やはしけから、ばら物

（穀物、砂、石炭等）を専門に陸揚げする
もであり、つり具にグラブバケット（開閉

動作によって荷をつかむ装置）が取り付け
られ、陸揚げしたばら物を移動するための
ホッパー（陸揚げしたばら物の一時的な貯
蔵装置）とコンベヤが組み込まれている。 
（5） ケーブルクレーン 

2 つの塔の間にメインロープを張り、そ
の上をトロリが横行する形式のクレーンで
ある。塔の形状により、固定ケーブルクレ
ーン（両側の塔が固定されているもの）、
走行ケーブルクレーン（塔が走行するも
の）、橋形ケーブルクレーン（橋形の構造
物にケーブルを張ったもの）に分類される。 
（6） テルハ 
テルハは、巻上げとレールに沿った移動

（横行）のみを行うクレーンである。通常
は、工場や倉庫塔の天井に I 形鋼の梁を設
置し、そこに電気ホイストや電気チェーン
ブロックを吊り下げたものである。 
（7） スタッカークレーン 
スタッカークレーンは、直立したガイド

フレームに沿って上下動するフォーク（荷
台）を設置し、フォーキング（フォークの
出し入れ）により棚にある荷の出し入れを
行うクレーンであり、倉庫などに設置され
ることが多い。 
スタッカークレーンには、普通型スタッ

カークレーン（運転台または運転室が荷の
昇降と共に昇降する）と、荷昇降式スタッ
カークレーン（運転台は昇降せずに荷のみ
が昇降する）とに分類される。 

 
1.3.3.4 移動式クレーン 
移動式クレーンとは、安衛法施行令第 1

条第 8 号によれば、「原動機を内蔵し、か
つ不特定の場所に移動させることができる
もの」と定義されている。 
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ものとされている（安衛法施行令第 12 条
第 3 号）。以下では、表 3 に基づいて主な
クレーンの種類について記述する（より具
体的分類については表 4を、また構造図に
ついては図 12 から図 17を参照 13）。 
（1） 天井クレーン 
天井クレーンは、建物の両側の壁に沿っ

て設けられたランウェイ（走行軌道）にガ
ーダ（桁）を渡し、そこに巻上装置を置い
たものである。巻上装置の相違によりホイ
スト式（原動機、減速装置、ドラム等を一
体にまとめた巻上装置をガーダの下に設置
する）、トロリ式（ガーダの上にトロリ
（台車）を設置し、そこに巻上機を設置す
る）などに分類される。 
（2） ジブクレーン 
ジブクレーンは、ジブ（クレーンの竿の

部分）を有し、その先端の滑車に巻上用の
ワイヤロープを通して荷をつり上げるもの
である。 
その形状により、つち型クレーン（塔状

の構造物の上に水平のジブを乗せた形状の
もの）、引き込みクレーン（ジブを起伏さ
せても吊り荷が上下に移動せずに水平に移
動する形状のもの）、壁クレーン（ジブを
壁に設置したもの）に分類される。 
（3） 橋形クレーン 
橋形クレーンは、天井クレーンの両端に

に脚を設置し、地上または床上に設けたレ
ールの上を走行する形状のものである。天
井クレーンと同様に、ホイスト式、トロリ
式などにさらに分類される。 
（4） アンローダ 
アンローダは、船やはしけから、ばら物

（穀物、砂、石炭等）を専門に陸揚げする
もであり、つり具にグラブバケット（開閉

動作によって荷をつかむ装置）が取り付け
られ、陸揚げしたばら物を移動するための
ホッパー（陸揚げしたばら物の一時的な貯
蔵装置）とコンベヤが組み込まれている。 
（5） ケーブルクレーン 

2 つの塔の間にメインロープを張り、そ
の上をトロリが横行する形式のクレーンで
ある。塔の形状により、固定ケーブルクレ
ーン（両側の塔が固定されているもの）、
走行ケーブルクレーン（塔が走行するも
の）、橋形ケーブルクレーン（橋形の構造
物にケーブルを張ったもの）に分類される。 
（6） テルハ 
テルハは、巻上げとレールに沿った移動

（横行）のみを行うクレーンである。通常
は、工場や倉庫塔の天井に I 形鋼の梁を設
置し、そこに電気ホイストや電気チェーン
ブロックを吊り下げたものである。 
（7） スタッカークレーン 
スタッカークレーンは、直立したガイド

フレームに沿って上下動するフォーク（荷
台）を設置し、フォーキング（フォークの
出し入れ）により棚にある荷の出し入れを
行うクレーンであり、倉庫などに設置され
ることが多い。 
スタッカークレーンには、普通型スタッ

カークレーン（運転台または運転室が荷の
昇降と共に昇降する）と、荷昇降式スタッ
カークレーン（運転台は昇降せずに荷のみ
が昇降する）とに分類される。 

 
1.3.3.4 移動式クレーン 
移動式クレーンとは、安衛法施行令第 1

条第 8 号によれば、「原動機を内蔵し、か
つ不特定の場所に移動させることができる
もの」と定義されている。 
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移動式クレーンは、クレーン装置である
上部旋回体と移動するための下部走行体で
構成されており、下部走行体の形態により
いくつかの種類に分類されている（各移動
式クレーンの形態については、図 18 から
図 23を参照 14）。 
これらの移動式クレーンのうち、法 37

条の製造許可を要するのは、つり上げ荷重
が 3 トン以上のものである（安衛法施行令
第 12 条第 4 号）。 
（1） トラッククレーン等 
トラッククレーンは、通常のトラックの

シャシーにクレーン装置を架装した移動式
クレーンである。このように下部走行体が
車輪または鉄軌道により構成されている形
式の移動式クレーンとしては、トラックク
レーンのほかに、クローラークレーン（下
部走行体がクローラー（キャタピラー）と
なっているもの）、ホイールクレーン（タ
イヤ付の車軸に支えられた台車の上にクレ
ーン装置を架装し、1 つの運転室で走行と
クレーン作業を行うもの）、ラフテレーン
クレーン（四輪駆動・四輪操舵により悪路
や隘路での走行とクレーン作業を可能とす
るもの）、鉄道クレーン（いわゆる操重車
であり、クレーンを架装した鉄道車両であ
る）などがある。 
（2） 浮きクレーン 
浮きクレーン（起重機船）は、浮力のあ

る箱形の台船にクレーン装置を架装した移
動式クレーンであり、主に港湾における揚
貨装置として利用されている。 

 
1.3.3.5 デリック 
デリックは、「荷を動力を用いてつり上

げることを目的とする設備であつて、主柱

又はブーム並びにつり上機構及びこれらに
附属する物により構成されるもの」をいう
（昭和 47 年 9 月 18 日基発 602 号）。クレ
ーンとは違い、つり荷の水平移動は要件に
含まれていないため、水平移動が可能なデ
リックとそうではないデリックとが混在し
ている（各デリックの構造図は、図 24 お
よび図 25を参照 15）。 
（1） ガイデリック 
ガイデリックは、直立したマストの根元

にブームを結合し、マストの上部に 6 本以
上のロープ（ガイロープ）を張ってその先
端をアンカーに固定して設置する。巻上げ
等の動作は、本体から離れた位置に設置さ
れたウインチで行われる。 
（2） スチフレッグデリック 
スチフレッグデリックは、直立したマス

トの先端をロープではなく 2 本のステー
（スチフレッグ）と呼ばれる脚で後方から
支え、マストの根元にマストよりも長いブ
ームを結合している。巻上げ等の動作はガ
イデリックと同様に離れたところに設置さ
れたウインチによって行われる。 

 
1.3.3.6 エレベーター 
エレベーターとは、「人及び荷をガイド

レールに沿って昇降する搬器にのせて、動
力を用いて運搬することを目的とする設
備」のことをいう（昭和 47 年 9 月 18 日基
発 602 号）。安衛法上は、このようなエレ
ベーターのうち、荷のみを運搬するものを
簡易リフトと建設用リフトとに分類し、搬
器（人や荷などを積載して運搬する容器）
の積載重量、設置区分およびガイドレール
の高さに応じて法規制を行っている（エレ
ベーター、簡易リフト、建設リフトの相違
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については、表 5を参照）。 
簡易リフトは、安衛法施行令第 1 条第 9

号により、労基法別表第一の第 1 号から第
5 号に掲げる事業（製造業、鉱業、土木建
築業、貨物運送業、港湾貨物事業）におい
て使用される荷のみを運搬することを目的
としたエレベーターのうち、搬器の床面積
が 1 平方メートル以下かその天井の高さが
1.2メートル以下のものである。 
法 37 条に基づく製造許可を要するのは、

これらのエレベーターおよび簡易リフトの
うち、積載荷重が 1 トン以上のものである。 

 
1.3.3.7 建設用リフト 
建設用リフトは、安衛法施行令第 1 条第

10 号により、荷のみを運搬するエレベー
ターで、土木、建築等の工事の作業のため
に設置・使用されるものである。搬器の大
きさについては特に定めはないため、搬器
の大きさが上記の簡易リフトに相当するの
ものであっても、土木、建築等の工事の作
業のために設置されたものであれば、安衛
法上は建設用リフトに該当する。なお、当
該工事の作業のために設置されるリフトの
うち、ガイドレールと水平面との角度が 8
0 度未満のスキップホイスト（巻上機で上
昇させた容器を上端で反転させて運搬物を
排出する装置）についてはコンベアに相当
するため建設用リフトには該当しない。 
これらの建設用リフトのうち、法 37 条

に基づく製造許可を要するのは、積載重量
が 0.25 トン以上で、ガイドレールの高さ
が 18 メートル以上のものである。 

 
1.3.3.8 ゴンドラ 
ゴンドラとは、「つり足場及び昇降装置

その他の装置並びにこれらに附属する物に
より構成され、当該つり足場の作業床が専
用の昇降装置により上昇し、又は下降する
設備」をいう（安衛法施行令第 1 条第 11
号）。 
ゴンドラについては、人が乗ることが前

提となっているため、労働者の安全の観点
から、すべてのゴンドラが積載荷重に関わ
りなく、本条の製造許可の適用を受けるも
のと解される。 
また、ゴンドラについては、ゴンドラ則

上、特に構造上の分類等はなされていない
が、ゴンドラの作業床をつる形式により、
アーム固定型、アーム俯仰型、懸垂型など
に分けることができ、また昇降装置の走行
の有無やその形式などによってもさまざま
な種類のゴンドラが存在している。 

 
1.3.4 製造許可の基準 
機械の製造者が法 37 条に基づく機械の

製造許可を受けるにあたっては、機械ごと
に定められた安全規則の規定に従って書面
による申請が必要となるが、製造許可の申
請にあたっては、ボイラー及び第一種圧力
容器の製造許可基準（昭和 47 年 9 月 30 日
労働省告示第 75 号。以下ではボイラー製
造許可基準とする）およびクレーン等製造
許可基準（昭和 47 年 9月 30 日労働省告示
第 75 号。以下ではクレーン製造許可基準
とする）の規定にしたがって行わなければ
ならない。安全規則および製造許可基準の
具体的内容は、ボイラーおよび圧力容器と
その他の機械とでは若干の相違があるため、
その異同に留意しつつ見ていくことにする。 
ボイラー則第 3 条第 2 項の規定によれば、

ボイラーの製造許可に関する規定は、申請

－ 990 －



  分担研究報告書（井村 真己） 

12 
 

については、表 5を参照）。 
簡易リフトは、安衛法施行令第 1 条第 9

号により、労基法別表第一の第 1 号から第
5 号に掲げる事業（製造業、鉱業、土木建
築業、貨物運送業、港湾貨物事業）におい
て使用される荷のみを運搬することを目的
としたエレベーターのうち、搬器の床面積
が 1 平方メートル以下かその天井の高さが
1.2メートル以下のものである。 
法 37 条に基づく製造許可を要するのは、

これらのエレベーターおよび簡易リフトの
うち、積載荷重が 1 トン以上のものである。 

 
1.3.3.7 建設用リフト 
建設用リフトは、安衛法施行令第 1 条第

10 号により、荷のみを運搬するエレベー
ターで、土木、建築等の工事の作業のため
に設置・使用されるものである。搬器の大
きさについては特に定めはないため、搬器
の大きさが上記の簡易リフトに相当するの
ものであっても、土木、建築等の工事の作
業のために設置されたものであれば、安衛
法上は建設用リフトに該当する。なお、当
該工事の作業のために設置されるリフトの
うち、ガイドレールと水平面との角度が 8
0 度未満のスキップホイスト（巻上機で上
昇させた容器を上端で反転させて運搬物を
排出する装置）についてはコンベアに相当
するため建設用リフトには該当しない。 
これらの建設用リフトのうち、法 37 条

に基づく製造許可を要するのは、積載重量
が 0.25 トン以上で、ガイドレールの高さ
が 18 メートル以上のものである。 

 
1.3.3.8 ゴンドラ 
ゴンドラとは、「つり足場及び昇降装置

その他の装置並びにこれらに附属する物に
より構成され、当該つり足場の作業床が専
用の昇降装置により上昇し、又は下降する
設備」をいう（安衛法施行令第 1 条第 11
号）。 
ゴンドラについては、人が乗ることが前

提となっているため、労働者の安全の観点
から、すべてのゴンドラが積載荷重に関わ
りなく、本条の製造許可の適用を受けるも
のと解される。 
また、ゴンドラについては、ゴンドラ則

上、特に構造上の分類等はなされていない
が、ゴンドラの作業床をつる形式により、
アーム固定型、アーム俯仰型、懸垂型など
に分けることができ、また昇降装置の走行
の有無やその形式などによってもさまざま
な種類のゴンドラが存在している。 

 
1.3.4 製造許可の基準 
機械の製造者が法 37 条に基づく機械の

製造許可を受けるにあたっては、機械ごと
に定められた安全規則の規定に従って書面
による申請が必要となるが、製造許可の申
請にあたっては、ボイラー及び第一種圧力
容器の製造許可基準（昭和 47 年 9 月 30 日
労働省告示第 75 号。以下ではボイラー製
造許可基準とする）およびクレーン等製造
許可基準（昭和 47 年 9月 30 日労働省告示
第 75 号。以下ではクレーン製造許可基準
とする）の規定にしたがって行わなければ
ならない。安全規則および製造許可基準の
具体的内容は、ボイラーおよび圧力容器と
その他の機械とでは若干の相違があるため、
その異同に留意しつつ見ていくことにする。 
ボイラー則第 3 条第 2 項の規定によれば、

ボイラーの製造許可に関する規定は、申請

  分担研究報告書（井村 真己） 

13 
 

書に、構造を示す図面のほか、① 強度計
算、② ボイラーの製造及び検査のための
設備の種類、能力及び数、③ 工作責任者
の経歴の概要、④ 工作者の資格及び数、
⑤ 溶接によって製造するときは、溶接施
行法試験結果を示す書類をそれぞれ添付す
る事が義務づけられている。旧ボイラー則
では、条文上は製造認可申請書の提出のみ
が義務づけられていたが、その申請書の様
式では、備考欄において現行ボイラー則と
ほぼ同様の書類を添付することが求められ
ており、新旧規則における申請内容の違い
は、溶接施行法試験結果の記載の有無とい
うことになろう。 
また、クレーン則、ゴンドラ則に基づく

申請については、① クレーン・ゴンドラ
の組立図、② 強度計算の基準、③ 製造検
査の設備概要、④ 主任設計者および工作
責任者の経歴の概要を添付しなければなら
ないと規定されており、いくつかの点につ
いてボイラー則とは異なった書類の提出が
必要となっている。 

 
1.3.4.1 構造を示す図面・組立図 
特定機械等の製造許可申請に際して、ボ

イラー・圧力容器については、構造を示す
図面を、クレーン等およびゴンドラについ
ては組立図を添付することが必要である。
このうち、組立図については、行政通達
（クレーン等：昭和 46 年 9 月 7 日基発第
621 号、ゴンドラ：昭和 44 年 10 月 23 日
職発第 7065 号）により、具体的に記載す
べき事項が明らかにされている。それによ
れば、クレーンに関しては、① クレーン
の外観および主要寸法、② 構造部分の概
要（全体の形状、構成部材の種類、材質、

継手の方式控えの形状等の寸法等）、③ つ
り上げ装置、走行装置、旋回装置等の概要
（ドラム・シープの形状および寸法、動力
伝導装置の主要寸法等）、④ 安全装置およ
びブレーキの形式・配置、⑤ 原動機の配
置、⑥ つり具の形状および寸法、⑦ 運転
室マハタ運転台の位置について記載すれば
よいとされている。また、ゴンドラについ
ては、① ゴンドラの外観および主要寸法、
② 構造部分の概要、③ 昇降装置、走行装
置等の概要、④ 安全装置およびブレーキ
の形式および配置、⑤ 作業床の形状およ
び主要寸法のほか、ワイヤロープ、チェー
ン等の緊結方法を図示する必要がある。 
これらに対して、ボイラー及び圧力容器

に関しては、構造を示す図面について特段
の行政通達は示されていないが、圧力容器
の構造規格に基づき作成された図面を添付
すれば良いものと考えられる 16。なお、構
造図面については、基本的に現尺または縮
尺寸法により作成されるが、マンホールや
管台等の各機械に共通して使用される部品
については、いわゆる標準図面を用いて形
式に対応した寸法を併記すれば良いとされ
ている（昭和 56 年 6 月 13 日基収第 205
号）。 

 
1.3.4.2 強度計算 
強度計算とは、製造する機械が作用する

際の荷重に対して、主要な構造部材が構造
的な健全性を有していることを確認するた
めに行われるものである。したがって、ボ
イラー及び圧力容器の場合であれば、高圧
下で蒸気や温水を発生させるものであるか
ら、一定以上の圧力や温度による荷重に対
して装置に使用された材料が十分に耐えう
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る強度を有するかどうかが問題となり、ク
レーンやゴンドラの場合であれば、荷物・
人の吊り上げ・吊り下げによる荷重に対し
て、ワイヤーやマストが材料的・構造的に
十分な強度を有するかどうかが問題となる。
強度計算は、このような目的のために材料
の強度とその装置の許容応力（物体が外部
から力を受けたときに物体の内部に発生す
る力の許容範囲であり、実際に機械にかか
る荷重がその範囲内であることが必要とな
る）から安全率を算定し、機械が破損する
ことのないように設計されているかを確認
するものである。 
クレーン等においては、強度計算の「基

準」が提出書類となっているが、これは旧
クレーン則にかかる通達によれば、「構造
部分の強度計算を行う場合によるべき数式
および仮定」であって、具体的な数値の記
入は必要ないとされているが 17、実務上は、
技術水準の確認を要するために強度計算の
結果である強度計算書の添付が求められて
いる 18。 
ボイラー・圧力容器の場合は、条文上

「強度計算」とのみ記載されていることか
ら、強度計算の結果の記載が必要となるも
のと考えられる。また、圧力容器について
は、風荷重・地震荷重、配管からの外力に
対する管台の溶接継手、トレイ、つり上げ
荷重に関する強度計算が必要とされている
19。 

 
1.3.4.3 製造・検査のための設備 
特定機械等の製造許可のために一定の設

備を有していることを確認するものである。
ボイラーの場合とクレーン等の場合とで求
められる設備は異なっている。 

（1） ボイラー及び圧力容器 
ボイラー則においては、製造しようとす

るボイラーおよび圧力容器の種類に応じて、
製造および検査のための設備が明示されて
いる。このうち、もっとも条件が厳格なの
は、① 鋼製ボイラーおよび鋼製圧力容器
で溶接により製造するもの、② 貫流ボイ
ラーのうち内径 300mm 以上で気水分離器
を有するもの、③ ボイラーまたは第一種
圧力容器の胴用大径鋼管については、ボイ
ラー製造許可基準の別表第一に定める設備
を有していなければならない（具体的な設
備については表 1 を参照）20。もっとも、
同表欄外の但書によれば、これらの設備に
ついては、他の者が所有する設備を随時利
用できる場合や、他の者と共同で所有して
いる場合も設備を有しているものとみなす
こととされており、必ずしも自己所有であ
る必要はない。 
（2） クレーン・ゴンドラ 
クレーンおよびゴンドラについてはいず
れも検査に関する設備のみの記載が求めら
れており、クレーン製造許可基準第 3 条に
よれば、① 万能試験機、② 放射線試験装
置の設備を有していればよいとされている。 
 

1.3.4.4 工作責任者、主任設計者 
製造許可にあたっては、設計、製造の担

当者に関する記載も義務づけられている。
この点につき、ボイラー則は工作責任者お
よび工作者を、クレーン則・ゴンドラ則は
主任設計者および工作責任者の記載が求め
られている（各担当者の具体的な資格基準
については表 2 を参照）。 
ボイラー及び圧力容器は機械の製造上の

欠陥が破裂などの重大な事故を引き起こす
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る強度を有するかどうかが問題となり、ク
レーンやゴンドラの場合であれば、荷物・
人の吊り上げ・吊り下げによる荷重に対し
て、ワイヤーやマストが材料的・構造的に
十分な強度を有するかどうかが問題となる。
強度計算は、このような目的のために材料
の強度とその装置の許容応力（物体が外部
から力を受けたときに物体の内部に発生す
る力の許容範囲であり、実際に機械にかか
る荷重がその範囲内であることが必要とな
る）から安全率を算定し、機械が破損する
ことのないように設計されているかを確認
するものである。 
クレーン等においては、強度計算の「基

準」が提出書類となっているが、これは旧
クレーン則にかかる通達によれば、「構造
部分の強度計算を行う場合によるべき数式
および仮定」であって、具体的な数値の記
入は必要ないとされているが 17、実務上は、
技術水準の確認を要するために強度計算の
結果である強度計算書の添付が求められて
いる 18。 
ボイラー・圧力容器の場合は、条文上

「強度計算」とのみ記載されていることか
ら、強度計算の結果の記載が必要となるも
のと考えられる。また、圧力容器について
は、風荷重・地震荷重、配管からの外力に
対する管台の溶接継手、トレイ、つり上げ
荷重に関する強度計算が必要とされている
19。 

 
1.3.4.3 製造・検査のための設備 
特定機械等の製造許可のために一定の設

備を有していることを確認するものである。
ボイラーの場合とクレーン等の場合とで求
められる設備は異なっている。 

（1） ボイラー及び圧力容器 
ボイラー則においては、製造しようとす

るボイラーおよび圧力容器の種類に応じて、
製造および検査のための設備が明示されて
いる。このうち、もっとも条件が厳格なの
は、① 鋼製ボイラーおよび鋼製圧力容器
で溶接により製造するもの、② 貫流ボイ
ラーのうち内径 300mm 以上で気水分離器
を有するもの、③ ボイラーまたは第一種
圧力容器の胴用大径鋼管については、ボイ
ラー製造許可基準の別表第一に定める設備
を有していなければならない（具体的な設
備については表 1 を参照）20。もっとも、
同表欄外の但書によれば、これらの設備に
ついては、他の者が所有する設備を随時利
用できる場合や、他の者と共同で所有して
いる場合も設備を有しているものとみなす
こととされており、必ずしも自己所有であ
る必要はない。 
（2） クレーン・ゴンドラ 
クレーンおよびゴンドラについてはいず
れも検査に関する設備のみの記載が求めら
れており、クレーン製造許可基準第 3 条に
よれば、① 万能試験機、② 放射線試験装
置の設備を有していればよいとされている。 
 

1.3.4.4 工作責任者、主任設計者 
製造許可にあたっては、設計、製造の担

当者に関する記載も義務づけられている。
この点につき、ボイラー則は工作責任者お
よび工作者を、クレーン則・ゴンドラ則は
主任設計者および工作責任者の記載が求め
られている（各担当者の具体的な資格基準
については表 2 を参照）。 
ボイラー及び圧力容器は機械の製造上の

欠陥が破裂などの重大な事故を引き起こす

  分担研究報告書（井村 真己） 

15 
 

可能性に鑑みて、工作者については、有資
格者（ボイラー溶接士）の数の記載が求め
られるなど製造に関する規制を強化してい
るのに対して、クレーン・ゴンドラに関し
ては、様々な種類の機械が存在しているこ
とから、主任設計者の記載を義務づけるこ
とにより、設計段階における適正な構造を
担保することを重視しているものと考えら
れる。 

 
1.3.4.5 溶接施行法試験結果 
上述したように、ボイラーおよび圧力容

器については、機械の製造上の欠陥が重大
な事故を引き起こす可能性があるため、こ
れら機械の製造許可を受けるためには、そ
の申請の際に、溶接施工法試験結果を提出
することが求められている。一般に、溶接
を必要とする機械を製造する場合、製作者
は溶接施工要領書（Welding Procedure Sp
ecification, WPS）と呼ばれる書類を作成
し、実際に施工する溶接方法、継手（溶接
によって接合する 2 つの構造部分）の種類、
母材（溶接される材料）や溶接材料（溶接
の際に添加される材料）、溶接条件、熱処
理等の溶接施工条件の詳細を明らかにする
必要がある。この WPS の裏付けとなる性
能試験として溶接施行法の試験を実施し、
その結果を記録したものが溶接施行法試験
結果（Procedure Qualification Record, PQ
R）である。PQR には、溶接継手の強度試
験や非破壊検査等の性能試験の記録により、
製作者が所定の品質の溶接施工が可能であ
ることを確認するものである。 
したがって、法 37 条の製造許可を得る

ための溶接施行法試験結果は、PQR に相
当するものを作成すればよいものと解され

る。これを作成するにあたっては、ボイラ
ー製造許可基準に定める溶接条件において
実施される試験に合格したものでなければ
ならない。同許可基準第 4 条は、溶接条件
について、日本工業規格（JIS）B 8285
（圧力容器の溶接施工方法の確認試験）に
準拠した上で、溶接施工法試験の方法とし
ては、機械試験（引張試験、表曲げ試験、
裏曲げ試験、衝撃試験（圧力容器のみ））
を試験板の厚さに応じて複数回実施するこ
とが求められている（同許可基準第 5 条）
21。同許可基準およびボイラー構造規格な
らびに圧力容器構造規格所定の基準を満た
したものが製造許可基準に合致した溶接施
行法試験結果となる。 

 
1.3.5 手数料 
第 37 条に基づき製造許可の申請を受け

ようとする者は、安衛法第 112 条第 1 項第
3 号の規定に基づき、国に手数料を納付し
なければならない。手数料の額は、労働安
全衛生法関係手数料令（昭和 47 年 9 月 28
日政令第 345 号）第 1 条 2 号により現在は
82,500円となっている。 

 
1.3.6 罰則 
本条の規定に基づく製造許可を受けずに

特定機械等を製造した者に対して、法第 1
17 条により 1 年以下の懲役または 100 万
円以下の罰金に処せられる。 

 
1.4 関連規定 
1.4.1 ボイラーおよび圧力容器 
本条に基づく安衛法施行令第 12 条では、

ボイラーおよび第一種圧力容器に関して、
別法による規制を受けるものについては安

－ 993 －
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衛法上の特定機械等の範囲には含まれない
ことを明言している。 
このほか、安衛法施行令第 12 条第 1 項

第 1 号には、簡易ボイラー22、小型ボイラ
ー 23のほか、船舶安全法に基づき船舶に設
置されるボイラーや、電気事業法に基づく
発電ボイラーが第 37 条の製造許可の適用
が除外されるボイラーの類型として挙げら
れている 24。 
また、ボイラーの場合と同様に、（簡

易）容器 25、小型圧力容器 26、船舶安全法
および電気事業法に基づく圧力容器のほか、
高圧ガス保安法に基づく特定設備、ガス事
業法に基づく容器や配管、導管、液化石油
ガスの保安の確保及び取引の適正化に関す
る法律（液石法）に基づく容器については
製造許可の対象から除外されている 27。 

 
1.4.2 エレベーター 
エレベーターに関しては、労基法別表第

一第 1 号から第 5 号以外の事業場や主に一
般公衆の用に供されるエレベーター、また
は船舶安全法に基づく船舶に設置されたエ
レベーターについては本条の製造許可を要
しないが、前二者のエレベーターについて
は、建築物に附属する設備として建築基準
法により構造や防火等に関する規制が行わ
れている。 
なお、建築基準法は、建築基準法施行令

第 129 条の 3 以下に定める構造上の基準を
満たしているものについて、国交相による
形式適合認定（建築基準法第 68 条の 10）
および型式部材等製造者認証（同法第 68
条の 11）を受けることができるとされて
いるが、これは標準設計仕様が構造上の基
準を満たしていることの認定であり、安衛

法に基づく製造許可とは異なるものと解さ
れる。 

 
1.5 沿革 
1.5.1 法制史 
第 37 条による規制対象となる特定機械

等については、上記のとおり古くから構造
上の要件が定められていた。以下では、機
械ごとに、安衛法制定以前の法規制状況に
ついて概観する。 

 
1.5.1.1 ボイラー及び圧力容器 
汽罐汽
機取締
規則 

○汽罐汽機取締規則（明治 27
年 4 月 26 日警視庁令第 24
号）第 1 条「汽罐並汽機ヲ設置
セントスル者ハ其定著（ていち
ゃく：定着）ニ係ルモノハ据付
前其可搬（かはん：移動可能な
こと）ニ係モノハ使用前願書ニ
左ノ事項ヲ添付シ所轄警察署又
ハ警察分署ヲ経テ警視庁ニ願出
免許ヲ受クヘシ其増設変更ヲ為
サントスルトキ亦同シ但此場合
ニ於テハ其増設変更ニ関スル事
項ノ他添附スルヲ要セス」 

工場法 ○工場法（明治 44 年 3 月 29
日法律第 46 号）第 13 条「行
政官廳（かんちょう：官庁）ハ
命令ノ定ムル所ニ依リ工場及附
属建設物竝設備カ危害ヲ生シ又
ハ衛生、風紀其ノ他公益ヲ害ス
ル虞アリト認ムルトキハ豫防
（よぼう：予防）又ハ除外ノ爲
必要ナル事項ヲ工場主ニ命シ必
要ト認ムルトキハ其全部又ハ一
部ノ使用ヲ停止スルコトヲ得」 

汽罐取 ○汽罐取締令（昭和 10 年 4 月

－ 994 －
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衛法上の特定機械等の範囲には含まれない
ことを明言している。 
このほか、安衛法施行令第 12 条第 1 項

第 1 号には、簡易ボイラー22、小型ボイラ
ー 23のほか、船舶安全法に基づき船舶に設
置されるボイラーや、電気事業法に基づく
発電ボイラーが第 37 条の製造許可の適用
が除外されるボイラーの類型として挙げら
れている 24。 
また、ボイラーの場合と同様に、（簡

易）容器 25、小型圧力容器 26、船舶安全法
および電気事業法に基づく圧力容器のほか、
高圧ガス保安法に基づく特定設備、ガス事
業法に基づく容器や配管、導管、液化石油
ガスの保安の確保及び取引の適正化に関す
る法律（液石法）に基づく容器については
製造許可の対象から除外されている 27。 

 
1.4.2 エレベーター 
エレベーターに関しては、労基法別表第

一第 1 号から第 5 号以外の事業場や主に一
般公衆の用に供されるエレベーター、また
は船舶安全法に基づく船舶に設置されたエ
レベーターについては本条の製造許可を要
しないが、前二者のエレベーターについて
は、建築物に附属する設備として建築基準
法により構造や防火等に関する規制が行わ
れている。 
なお、建築基準法は、建築基準法施行令

第 129 条の 3 以下に定める構造上の基準を
満たしているものについて、国交相による
形式適合認定（建築基準法第 68 条の 10）
および型式部材等製造者認証（同法第 68
条の 11）を受けることができるとされて
いるが、これは標準設計仕様が構造上の基
準を満たしていることの認定であり、安衛

法に基づく製造許可とは異なるものと解さ
れる。 

 
1.5 沿革 
1.5.1 法制史 
第 37 条による規制対象となる特定機械

等については、上記のとおり古くから構造
上の要件が定められていた。以下では、機
械ごとに、安衛法制定以前の法規制状況に
ついて概観する。 

 
1.5.1.1 ボイラー及び圧力容器 
汽罐汽
機取締
規則 

○汽罐汽機取締規則（明治 27
年 4 月 26 日警視庁令第 24
号）第 1 条「汽罐並汽機ヲ設置
セントスル者ハ其定著（ていち
ゃく：定着）ニ係ルモノハ据付
前其可搬（かはん：移動可能な
こと）ニ係モノハ使用前願書ニ
左ノ事項ヲ添付シ所轄警察署又
ハ警察分署ヲ経テ警視庁ニ願出
免許ヲ受クヘシ其増設変更ヲ為
サントスルトキ亦同シ但此場合
ニ於テハ其増設変更ニ関スル事
項ノ他添附スルヲ要セス」 

工場法 ○工場法（明治 44 年 3 月 29
日法律第 46 号）第 13 条「行
政官廳（かんちょう：官庁）ハ
命令ノ定ムル所ニ依リ工場及附
属建設物竝設備カ危害ヲ生シ又
ハ衛生、風紀其ノ他公益ヲ害ス
ル虞アリト認ムルトキハ豫防
（よぼう：予防）又ハ除外ノ爲
必要ナル事項ヲ工場主ニ命シ必
要ト認ムルトキハ其全部又ハ一
部ノ使用ヲ停止スルコトヲ得」 

汽罐取 ○汽罐取締令（昭和 10 年 4 月
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締令 9 日内務省令第 20 号）第 6 条
「汽罐ハ罐體（かんたい：缶
体：ボイラーのボディーのこ
と）検査ニ合格シタルモノニ非
ザレバ之ヲ設置スルコトヲ得
ズ」 

労働基
準法 

○労働基準法（昭和 22 年 4 月
7 日法律 49 号）第 46 条第 2 項
「特に危険な作業を必要とする
機械及び器具は、予め行政官廳
の認可を受けなければ、製造
し、変更し、又は設置してはな
らない。」 
○労働安全衛生規則（昭和 22
年 10 月 31 日労働省令第 9
号）第 37 条第 1 項「溶接によ
る汽罐又は特殊汽罐は、法第四
十六條第二項の規定により、予
め労働省労働基準局長の認可を
受けなければ、これを製造して
はならない。」 
○ボイラ及び圧力容器安全規則
（昭和 34 年 2月 24日労働省
令第 3 号）第 3条第 1 項「ボイ
ラ（小型ボイラを除く。以下こ
の章において同じ。）を製造し
ようとする者は、あらかじめ、
その事業場の所在地を管轄する
都道府県労働基準局長（以下
「所轄都道府県労働基準局長」
という。）の許可を受けなけれ
ばならない。」 

 
明治期の工場関係の規制は、各府県にお

いて警察を中心とする行政官庁による取締
により行われており、ボイラーに関する規
制については、東京では 1877（明治 10）

年の警視庁布達（明治 10 年 11 月 21 日甲
60 号布達）を端緒とし、1889（明治 22）
年には警視庁令による汽罐及汽機取締規則
（明治 22 年 5 月 29 日警察令第 21 号）が
制定された。その後、同規則を全面改正し
た汽罐汽機取締規則（明治 27 年 4 月 26 日
警視庁令第 24 号）の制定後、原動機（ボ
イラー、石油機関、ガス機関）に対する規
制として原動機取締規則（大正 14 年 11 月
26 日警視庁令第 51 号）となり、最終的に
は昭和 7 年の汽罐取締規則（昭和 7 年 6 月
16 日警視庁令第 16 号）による規制へと移
行した。いずれの規則においても、汽罐汽
機の摘要書と図面を添えて設置の許可を受
けること、落成時の構造検査に合格したも
のでなければ使用できないことが定められ
ており、警視庁では検査技師を置いて汽罐
の検査を担わせていた。 
また、1911（明治 44）年に制定された

工場法は、第 13 条において、適用対象と
なる工場に対して、危険予防の見地から行
政官庁による取締の権限を認めていた。も
っとも、工場法施行令第 40 条によれば、
各府県において制定された各取締規則は、
工場法に抵触しない限りにおいて有効とさ
れていたため、取締規則は工場法施行後も
引き続き効力を有していたものと考えられ
る。 

1935（昭和 10）年に制定された汽罐取
締令は、各府県による取締規則に基づいて
実施されるボイラーの取締および機械の検
査は、統一的な基準がないがゆえに形式的
なものとならざるを得ないとの批判を受け
て、業界団体からの要望等も踏まえて内務
省令として制定されたものである。本取締
令は、規制対象となるボイラーの定義（第

－ 995 －
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1 章）、構造規格（第 2 章）、設置基準（第
3 章）、取扱責任者（汽罐士、汽罐取扱主
任者）（第 4 章）等について規制を設け、
ボイラーの缶体検査を設置手続と切り離し、
缶体検査に合格していないボイラーの設置
を禁止した。その上で、取締令第 25 条に
おいて、ボイラーの製造に関し、「汽罐ハ
告示ヲ以テ別一定ムル法上ノ要件具備シタ
ルモノナルコトヲ要ス」と定め、汽罐構造
規格（昭和 10 年 4 月 9 日内務省告示第 20
4 号）に適合するように製造することを義
務づけていた。もっとも、構造規格に関す
る規定が設けられたとはいえ、本取締令は、
製造者に対して設計段階における規制を行
うことを目的としたものではなく、あくま
で設置されるボイラーを対象とするもので
あったこと、他方、缶体検査の受検義務者
を規定していないことから製造者以外の設
置者や販売者が受けることも可能であった
ため、現代の製造許可とは異なる規制の仕
組みとなっていた。 

1947（昭和 22）年に制定された労働基
準法は、その制定当初、第 5 章に「安全及
び衛生」を設け、第 46 条第 2 項にて「特
に危険な作業を必要とする機械及び器具」
に関する製造・変更・設置の認可制を定め
ていた。これを受けて、同年 10 月に制定
された安全衛生規則（以下では旧安衛則と
する）は、労働基準局長による製造の許可
制を設けたが、これはボイラーの高圧化の
要請に伴い、溶接を必要とするボイラーの
製造を認可することを目的とするものであ
った 28。その後、ボイラーおよび圧力容器
の利用範囲が拡大し、高温、高圧のボイラ
ーの需要が増加するなど、ボイラーの構造、
使用材料、製造技術が著しく進歩してきた

ことから、1959（昭和 34）年に旧安衛則
から独立してボイラ及び圧力容器安全規則
（以下では旧ボイラー則とする）が制定さ
れ、すべてのボイラーおよび圧力容器に対
して製造の許可制が定められるようになり、
旧安衛則の当該規定は削除された 29。現行
のボイラー及び圧力容器安全規則は、1972
（昭和 47）年の安衛法制定に伴い、旧ボ
イラー則を全面的に改定したものである。 

 
1.5.1.2 クレーン・デリック・エレベータ

ー・リフト 
土木建
築工事
場安全
及衛生
規則 

○土木建築工事場安全及衛生規
則（昭和 12 年 9 月 30 日内務
省令第 41 号）第 20 条「事業
主ハ捲揚（まきあげ）装置（斜
面軌道捲揚装置及昇降機、起重
機（きじゅうき：クレーンやデ
リックのこと）其ノ他ノ揚重機
（ようじゅうき：クレーン、エ
レベーター等重量物を持ち上げ
る機械のこと）ヲ含ム 以下ニ
同ジ）ニシテ材料ノ捲揚運搬ニ
専用スルモノニ付テハ第十八條
第一號及第四號乃至第六號竝ニ
左ノ各號ノ規定ヲ遵守スベシ」 

労働基
準法 

○労働基準法（昭和 22 年 4 月
7 日法律第 49 号）第 46 条第 2
項「特に危険な作業を必要とす
る機械及び器具は、予め行政官
廳の認可を受けなければ、製造
し、変更し、又は設置してはな
らない。」 
○クレーン安全規則（昭和 37
年 7月 31 日労働省令第 16
号）第 3条第 1項「クレーン
（つり上荷重が三トン未満のも
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1 章）、構造規格（第 2 章）、設置基準（第
3 章）、取扱責任者（汽罐士、汽罐取扱主
任者）（第 4 章）等について規制を設け、
ボイラーの缶体検査を設置手続と切り離し、
缶体検査に合格していないボイラーの設置
を禁止した。その上で、取締令第 25 条に
おいて、ボイラーの製造に関し、「汽罐ハ
告示ヲ以テ別一定ムル法上ノ要件具備シタ
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1.5.1.2 クレーン・デリック・エレベータ

ー・リフト 
土木建
築工事
場安全
及衛生
規則 

○土木建築工事場安全及衛生規
則（昭和 12 年 9 月 30 日内務
省令第 41 号）第 20 条「事業
主ハ捲揚（まきあげ）装置（斜
面軌道捲揚装置及昇降機、起重
機（きじゅうき：クレーンやデ
リックのこと）其ノ他ノ揚重機
（ようじゅうき：クレーン、エ
レベーター等重量物を持ち上げ
る機械のこと）ヲ含ム 以下ニ
同ジ）ニシテ材料ノ捲揚運搬ニ
専用スルモノニ付テハ第十八條
第一號及第四號乃至第六號竝ニ
左ノ各號ノ規定ヲ遵守スベシ」 

労働基
準法 

○労働基準法（昭和 22 年 4 月
7 日法律第 49 号）第 46 条第 2
項「特に危険な作業を必要とす
る機械及び器具は、予め行政官
廳の認可を受けなければ、製造
し、変更し、又は設置してはな
らない。」 
○クレーン安全規則（昭和 37
年 7月 31 日労働省令第 16
号）第 3条第 1項「クレーン
（つり上荷重が三トン未満のも
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のを除く。以下この条から第八
条まで、第十三条並びにこの章
第四節及び第五節において同
じ。）を製造しようとする者
は、その製造しようとするクレ
ーンについて、あらかじめ、そ
の事業場の所在地を管轄する都
道府県労働基準局長（以下「所
轄都道府県労働基準局長」とい
う。）の認可を受けなければな
らない。ただし、すでに当該認
可を受けているクレーンと型式
が同一であるクレーン（以下こ
の章において「認可型式クレー
ン」という。）については、こ
の限りでない。」 

 
クレーン（起重機）に関する規制は、昭

和初期の新聞記事によれば、建設現場にお
ける倒壊事故などへの対応として市街地建
築物法（現在の建築基準法の前身）あるい
は警察等の取締規則による規制が試みられ
ていたようであるが、具体的な規制内容に
ついては明らかではない 30。その後、1931
（昭和 6）年に工場鉱山以外の危険な事業
に従事する労働者への業務上の災害に対す
る扶助を目的として、労働者災害扶助法
（昭和 6 年 4 月 1 日法律第 54 号）が制定
された。同法第 1 条 1 項 2 号では、その適
用対象となる事業の一つに「土木工事叉ハ
工作用ノ建設、保存、修理、變更若ハ破壊
ノ工事」が挙げられており、それを根拠と
して労働者の安全の確保のために危険予防
の見地から 1937（昭和 12）年に土木建築
工事場安全及衛生規則が制定され、起重機
および労働者が搭乗可能な昇降機（エレベ

ーター）に関する規制（巻上装置について
は、安全荷重をワイヤーの切断荷重の 6 分
の 1 以下とすること等、一定のガイデリッ
クについては、6 本以上の支鋼索を設ける
こと等、昇降機については、支持金具が切
断しても落下が防止される安全装置を設置
すること等、基本的な安全構造や性能など
の定め）が設けられた。その当時の起重機
として利用されていた機械の多くはデリッ
クであり、上記規則による起重機規制も、
つり上げ重量が 2 トン以上のガイデリック
を対象とするものであった（同規則第 20
条 3 号）。また、旧安衛則第 327 条におい
ては、巻上能力 3 トン以上の起重機（第 1
号）、つかみ能力 0.5 トン以上のグラブバ
ケット付起重機（第 2 号）、主柱又はブー
ムの長さ 10 メートル以上の起重機（第 3
号）、巻上能力 2 トン以上のガイデリック
又は足付デリック（第 4 号）、高さ 15 メー
トル以上のコンクリート用エレベーター
（第 5 号）、積載能力 2 トン以上の人荷共
用又は荷物用のエレベーター（第 6 号）を
揚重機と定義した上で、これらの設置認可
に関する規制を行っていた。 
その後、1950 年代以降の高層ビル建築

にてデリックに代わりタワークレーンの利
用が一般化するなど、高度成長期における
技術革新の進展、工事の大規模化などに伴
って、クレーンや建設用リフト等の果たす
役割が非常に大きくなったのに比例して、
デリック、建設用リフト等の倒壊、物体の
落下等による労働災害が増加したことから
31、それへの対策として旧安衛則の規程を
全面改正して単独の規則として 1962（昭
和 37）年にクレーン等安全規則（旧クレ
ーン則）が制定され、その中で初めて製造
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に関する許可制が定められるようになった。
クレーンの製造が認可制となるべき根拠と
しては、「近時クレーンの応用範囲の拡大
にともない、特殊な構造及び用途を有する
クレーンが続出し、しかも一部にはある程
度見込生産化する傾向にあるが、クレーン
等の安全を保持するためには、設計及び工
作の過程において一定の基準によらしめる
必要がある」と説明されている 32。 

 
1.5.1.3 ゴンドラ 
労働基
準法 

○労働基準法（昭和 22 年 4 月
7 日法律第 49 号）第 46 条 2 項
「特に危険な作業を必要とする
機械及び器具は、予め行政官廳
の認可を受けなければ、製造
し、変更し、又は設置してはな
らない。」 
○ゴンドラ安全規則（昭和 44
年 10月 1日労働省令第 23
号）第 2条第 1項「ゴンドラを
製造しようとする者は、その製
造しようとするゴンドラについ
て、あらかじめ、その事業場の
所在地を管轄する都道府県労働
基準局長（以下「所轄都道府県
労働基準局長」という。）の認
可を受けなければならない。た
だし、すでに当該認可を受けて
いるゴンドラと型式が同一であ
るゴンドラ（以下この章におい
て「認可型式ゴンドラ」とい
う。）については、この限りで
ない。」 

 
ゴンドラに関しては、戦前は特段の規制

は行われていなかったようである。前記土

木建築工事場安全及衛生規則は、いわゆる
つり足場に関して安全荷重や作業床等に関
する規制は行っているものの、昇降機付の
ゴンドラに関する規制は行われていなかっ
た。 

1947（昭和 22）年に制定された旧安衛
則では、前記土木建築工事場安全及衛生規
則と同様の規制が行われていたにすぎず
（旧安衛則第 110 条）、ゴンドラは対象と
なっていなかったが、1963（昭和 38）年
の改正 33により、第 4 章「足場」の中に第
5 節「つり足場」が独立した項目として新
たに設けられた。この改正においては、
「昇降のために用いる巻上機は、自動的に、
かつ、確実に作動する制御装置を有するも
のであること（旧安衛則第 109 条の 6 第 6
号）」がつり足場の設置要件として定めら
れたが、ゴンドラ自体の製造許可あるいは
性能検査等に関する規制は定められなかっ
た。 
高度成長期における高層ビルの建築ラッ

シュにより、1960 年代後半からつり足場
やゴンドラを使用した窓拭きや外壁タイル
工事などの需要が高まっていったが、それ
に比例してゴンドラの落下事故も増加し、
その危険性や製造上の欠陥や点検制度の不
備などが指摘されるようになってきた。特
に、1969（昭和 44）年に発生した西武百
貨店ゴンドラ墜落事故やその 5 日後に発生
した兜町ビルにおけるゴンドラ落下事故な
どを契機として、労働省が同年 5 月 1 日か
ら 10 日まで、全国のゴンドラ 303 台に対
し一斉監督指導を実施したところ、違反が
全体の 3 割に達し、また欠陥のあったゴン
ドラが 1 割弱との監督結果となった。また、
過去のゴンドラ関係災害の原因が、構造上
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の不備や使用・点検・修理などの管理体制
の欠陥によるものであることから、同年 1
0 月にゴンドラ安全規則が制定され、そこ
で製造の許可制が定められたものである 34。 

 
1.5.2 背景となった災害等 
以下では、特定機械等に関連する災害例

を挙げるが、実際の規制の契機となった具
体的事例というよりは、規制制定前後の時
期における特定機械等の典型的な災害例に
つき、特に被害が大きかったものを中心に
リストアップしたものである。ただし、ゴ
ンドラに関してはまさしく当該災害が規制
策定の契機となっている。 

 
1.5.2.1 ボイラー及び圧力容器 
（1） 金沢市ボイラー破裂事故 

1889（明治 22）年 3 月 8 日、石川県金
沢市の大鋸谷製紙所において、ボイラー破
裂事故が発生し、死者 9 名、負傷者 8 名と
いう惨事となった。これを受けて、農商務
省が技師を現地へ派遣して調査視察を行っ
た。官報に掲載された報告書には、ボイラ
ー破裂の原因として、当該ボイラーは船舶
用の物を改造したものであり、構造にして
も製作にしても十分な圧力に耐えうるもの
ではなかったこと、また数日前から破裂の
兆候があったにもかかわらずボイラー担当
者が気づかなかったことなどを挙げていた。 
この報告書の最後には、「該罐購入前専

門技術科ニ就キ能ク其原料及構造法ノ檢定
ヲ受ケ其取扱方ニ至リテモ熟練ナル火夫ヲ
シテ日常之ニ従事セシメタランイハ斯ノ如
キ惨害ヲ被ラサルヘキニ然ルコトナカリ
シ」との記載があり、ボイラーの構造規格
や取扱技術の熟練の必要性が問題点として

指摘されていた 35。 
（2） 横浜市ボイラー爆発事故 

1955（昭和 30）年 5 月 13 日、神奈川県
横浜市鶴見区の製菓工場でボイラーが爆発
し、作業員 2 名が即死、負傷者 8 名（うち
6 名が重傷）となった。 
労基署監督官の調べによれば、当該菓子

工場に設置されていたボイラーには安全弁
（ボイラー内の圧力が一定以上になった場
合に、自動的に弁を開いて蒸気を放出し、
圧力を規定以下に保つようにするための装
置）  がなく、バルブ（流体が通る配管の開
閉や流れの制御を行う機能を持つ装置）が
取り付けられていたが、圧力が上がった際
にこのバルブが閉まったために爆発したも
のであるとされた。 

 
1.5.2.2 クレーン・デリック・エレベータ

ー・リフト 
（1） 松坂屋起重機倒壊事故 

1927（昭和 2）年 10 月 26 日午後 7 時 4
0 分頃、上野広小路の松坂屋の工事現場に
おいて、重量 16 トン近い鉄材 2 本を約 30
メートルの高さの起重機で釣り上げようと
した際に、突然起重機が道路側の夜店の上
に横倒しとなり、4 名死亡、重軽傷者 10
数名を出す惨事となった。 
調査によれば、当該起重機は最近購入し

たものであり、起重機を支えるワイヤーは
直径 1 インチのものが 8 本設置されていた
が、16 トンの鉄材を 1 メートル弱引き上
げた際に、鉄材の位置を変更しようと作業
していたところ、突然 1 本のワイヤーが切
断され、これがきっかけとなり合計 3 本の
ワイヤーが最終的に切断したために倒壊し
たものである。ワイヤー切断の原因が、起
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重機を垂直に設置していなかったために過
度の負担がかかったものであるとして、最
終的に工事責任者ら 4 名が業務上過失致死
罪により起訴された。 
（2） 京成電車上野線エレベーター落下事

故 
1932（昭和 7）年 12 月 28 日、東京上野

の地下鉄工事現場に設置された土砂運搬用
エレベーターに、作業員 4 名と土砂約 400
キログラムを積み込んで上昇したところ、
突然ワイヤーが切断して高さ約 6 メートル
の所から地上に墜落し、4 名が重軽傷を負
った。 
当該エレベーターは、約 1 トンの重量に

耐えうるものとされており、3 か月ほど使
用可能とされるワイヤーも 2 週間前に交換
したばかりであったため、ワイヤーの品質
が問題とされた。 
（3） 川鉄千葉製鉄所クレーン倒壊事故 

1957（昭和 32）年 7 月 1 日午後 4 時す
ぎ、千葉市にある川鉄千葉製鉄所の第二溶
鉱炉建設現場で作業員 20 数名がクレーン
の組み立て中に、主柱（高さ 60 メートル、
重量 35 トン）が突然地上 15 メートル付近
から折れ、これに続くワイヤロープも切れ
たため、アーム（長さ 55 メートル、重量
30 トン）も一緒に崩れ落ち、作業員 5 名
が死亡、11 名が重軽傷を負った。 
当該クレーンは、同製鉄所で作成したも

のであり、先月 29 日にマスト部の設置が
終わり労基署の認可を受けたばかりであっ
た。この日は、ウインチでアームの部分を
つり上げようとし、その先端が 5 メートル
ほど地上を離れたところ、異様な音ととも
にマストが折れたものである。その後の調
べによると、事故の原因は、クレーンの主

柱を補強するための溶接が不完全だったた
めと特定された。 

 
1.5.2.3 ゴンドラ 
（1） 西武百貨店ゴンドラ墜落事故 

1969（昭和 44）年 4 月 24 日午前 10 時
10 分頃、東京渋谷の西武百貨店にて窓清
掃作業中のゴンドラ（鉄製・重量約 1 ト
ン）が突然落下して、近くの歩道を縦列で
歩いていた小学生を直撃し、ゴンドラに搭
乗していた作業員 1 名と小学生 2 名が死亡
した。 
調査によれば、事故の原因は、ゴンドラ

をつっているクレーン部分のギア（8 ミリ
ピッチ）が規定では 7.2 ミリのかみ合わせ
が必要なところ、わずか 2 ミリであったた
めにギアが外れたためであると断定された。
これはメーカーによる保守点検で簡単に調
整可能であったが、西武百貨店が保守契約
を締結しておらず、点検が行われていなか
ったため管理上の不備があったものと認定
された。 

 
1.6 運用 
1.6.1 適用の実際 
本条の実際の適用にあたっては、審査過

程において都道府県労働局安全課の担当技
官（産業安全専門官 36）による添付書類の
不備や強度計算が正確か等についてのチェ
ックが行われ、必要に応じて申請事業者に
対して追加の書類を提出されるなどの対応
が行われている。本条に基づく製造許可は、
基本的には各特定機械等の構造規格に即し
たものであることが確認できれば、局長決
裁により許可書が発出される 37。 
製造許可は製造する特定機械等ごとに受
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重機を垂直に設置していなかったために過
度の負担がかかったものであるとして、最
終的に工事責任者ら 4 名が業務上過失致死
罪により起訴された。 
（2） 京成電車上野線エレベーター落下事

故 
1932（昭和 7）年 12 月 28 日、東京上野

の地下鉄工事現場に設置された土砂運搬用
エレベーターに、作業員 4 名と土砂約 400
キログラムを積み込んで上昇したところ、
突然ワイヤーが切断して高さ約 6 メートル
の所から地上に墜落し、4 名が重軽傷を負
った。 
当該エレベーターは、約 1 トンの重量に

耐えうるものとされており、3 か月ほど使
用可能とされるワイヤーも 2 週間前に交換
したばかりであったため、ワイヤーの品質
が問題とされた。 
（3） 川鉄千葉製鉄所クレーン倒壊事故 

1957（昭和 32）年 7 月 1 日午後 4 時す
ぎ、千葉市にある川鉄千葉製鉄所の第二溶
鉱炉建設現場で作業員 20 数名がクレーン
の組み立て中に、主柱（高さ 60 メートル、
重量 35 トン）が突然地上 15 メートル付近
から折れ、これに続くワイヤロープも切れ
たため、アーム（長さ 55 メートル、重量
30 トン）も一緒に崩れ落ち、作業員 5 名
が死亡、11 名が重軽傷を負った。 
当該クレーンは、同製鉄所で作成したも

のであり、先月 29 日にマスト部の設置が
終わり労基署の認可を受けたばかりであっ
た。この日は、ウインチでアームの部分を
つり上げようとし、その先端が 5 メートル
ほど地上を離れたところ、異様な音ととも
にマストが折れたものである。その後の調
べによると、事故の原因は、クレーンの主

柱を補強するための溶接が不完全だったた
めと特定された。 

 
1.5.2.3 ゴンドラ 
（1） 西武百貨店ゴンドラ墜落事故 

1969（昭和 44）年 4 月 24 日午前 10 時
10 分頃、東京渋谷の西武百貨店にて窓清
掃作業中のゴンドラ（鉄製・重量約 1 ト
ン）が突然落下して、近くの歩道を縦列で
歩いていた小学生を直撃し、ゴンドラに搭
乗していた作業員 1 名と小学生 2 名が死亡
した。 
調査によれば、事故の原因は、ゴンドラ

をつっているクレーン部分のギア（8 ミリ
ピッチ）が規定では 7.2 ミリのかみ合わせ
が必要なところ、わずか 2 ミリであったた
めにギアが外れたためであると断定された。
これはメーカーによる保守点検で簡単に調
整可能であったが、西武百貨店が保守契約
を締結しておらず、点検が行われていなか
ったため管理上の不備があったものと認定
された。 

 
1.6 運用 
1.6.1 適用の実際 
本条の実際の適用にあたっては、審査過

程において都道府県労働局安全課の担当技
官（産業安全専門官 36）による添付書類の
不備や強度計算が正確か等についてのチェ
ックが行われ、必要に応じて申請事業者に
対して追加の書類を提出されるなどの対応
が行われている。本条に基づく製造許可は、
基本的には各特定機械等の構造規格に即し
たものであることが確認できれば、局長決
裁により許可書が発出される 37。 
製造許可は製造する特定機械等ごとに受
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うける必要があるため、すでに許可を受け
た特定機械等であっても、型式が異なるも
のを製造する時は、新たに許可を受ける必
要がある。また、初めて許可申請を行った
事業場に対しては、必要に応じて現地調査
を行い、製造設備や試験設備（例えば溶接
検査の実施が必要な特定機械等を製造する
場合であれば引っ張り試験のための設備な
ど）が設置されているかなどを確認する。 
また、すでに別の型式で許可を受けてい

る場合など、製造設備や試験設備を確認済
みで現地調査が不要な場合、書類審査のみ
で許可審査が行われる 38。 
製造許可にかかる審査においては、法令

のみならず、各特定機械等の安全規則、構
造規格の解釈等が通達や過去の問答集で示
されている部分への理解の深さが非常に大
きな意味を持つ。このため、担当者である
安全専門官の長年の知識と経験が必要とさ
れるが、近年はこれら技官の採用数が減少
しており、現状でも各都道府県労働局に技
官が一桁しかいないような状況のところも
多く、少人数で膨大な量の許可事務を処理
するにあたって、見落としなどの重大な事
例が発生する可能性が懸念されている 39。 
実際に、現場での体験談として、製造許

可申請書における強度計算が誤っているこ
とに気づかずに許可を発出した事例等が報
告されている。 
また、行政官へのアンケート結果の中で

本条に関する解釈問題が指摘された事例と
して、次のような事案がある。 
ある事業者が工場にテルハ（つり上げ荷

重 7 トン）を設置する場合において、当該
設備の設置工事全体の請負業者（元請）、
クレーンの設置を請け負った一次下請、二

次下請のいずれもが当該クレーンの製造許
可を受けないまま、監督指導時にすでに当
該テルハがほとんど完成という状態であり、
本条およびクレーン則第 3 条第 1 項の規定
に基づけば、安衛法違反として刑事事件も
視野に入れるべき状態であった 40。 

 
1.6.2 関係判例 
1.6.2.1 富士ブロイラー事件 
（1） 事実の概要 
原告 X は、鶏肉製造、販売等を業とする

ものであるが、昭和 50 年 5 月、静岡県内
の工場内に分離前相被告 A 会社の製造にか
かるへい獣処理用攪拌乾燥機（以下「本件
乾燥機」という）を設置し、ブロイラーの
食肉加工に伴い発生する残滓を高圧分解し
配合飼料の原料を製造する化成工場を新設
し、運転を開始していたところ、同年 7 月
11 日の午前中に運転中の本件乾燥機の原
料投入口鉄蓋支持部分のボルトが切断して
右鉄蓋が吹き飛び、本件乾燥機内で蒸煮中
の鶏の不可食物等が化成工場の屋根を突き
破って、周囲の住宅や畑等に飛散した（以
下「本件事故」という）。本件事故による
地域住民の抗議に対して、原告は化成工場
の無期限操業停止を約束させられ、最終的
には同工場は廃業を余儀なくされた。 
本件乾燥機は、最高使用圧力 1 ㎠あたり

7kg 以上の圧力に耐え得るように設計され
ていたが、実際に製作された本件乾燥機は、
いくつかの点において設計に従っていなか
ったため、設計どおりの強度を有さず、そ
のため本件乾燥機内の圧力が許容限度内あ
ったにもかかわらず、本件事故に至ったも
のである。 
本件乾燥機は労働安全衛生法関係法令上
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の第一種圧力容器に該当することから、労
働基準局長による製造許可および構造検査、
また労働基準監督署長による落成検査が実
施され、第一種圧力容器検査証の交付を受
けていた。X は、労働基準局長が、① A会
社による本件乾燥機の製造について許可手
続を行わなかったこと、② 本件事故によ
り破損した原料投入口部分に関する記載の
ない構造図に基づく本件乾燥機缶体部分に
ついて構造検査を行ったことがボイラー則
49 条に違反し、また労働基準監督署長が
落成検査を構造検査合格前に実施したこと
が同則 59 条 2項に違反すると主張した。 
（2） 第一審判決（静岡地判昭和 58 年 4

月 7 日訟務月報 29 巻 11 号 2031
頁） 

裁判所は、安衛法における第一種圧力容
器の製造及び設置に関する諸規則は、「国
が、労働安全衛生行政の立場から、その構
造等に一定の規格を定め、製造から設置に
至る段階において製造許可、構造検査、落
成検査等の審査手続を行ない、製造者が製
造、搬出し事業者が設置する第一種圧力容
器について右規格が確保されるよう監督し、
その構造上の安全性を確保することにより
労働者の生命、身体、健康を労働災害から
保護することを目的とするものであり、国
が事業者に対し右安全性を保証する制度で
はなく、国が事業者に対し右規制を実施す
べき義務を負うものではない」から、これ
らの規制の結果、特定機械等の「安全性が
一般的に確保されることによつて事業者が
利益を享受することがあつたとしても、そ
れは事実上の利益にすぎず」、「審査手続上
の過誤により規格適合性の審査が十分に行
なわれないまま前記規格に適合しない第一

種圧力容器が設置されるに至つたとしても、
事業者との関係においては、その違法性を
論ずる余地はない」として、本件乾燥機を
使用する事業者である原告に対しては、違
法性を有しないと判示した。 
（3） 控訴審判決（東京高判昭和 60 年 7

月 17日判時 110号 88頁） 
製造許可について、ボイラー則の「規則

上、既に製造許可を受けている第一種圧力
容器と同型式のものを製造するについては、
製造及び検査に関する設備その他の製造条
件が許可時に比して低下するなどの特段の
事情のない限り、改めて製造許可を受ける
必要はな」く、Ａ社は昭和 38 年 2 月 20 日、
第一種圧力容器について製造認可を受けて
いることから、「本件乾燥機も・・・第一
種圧力容器であり、前記特段の事情も認め
られないところから、これを製造するにつ
いては改めて製造許可手続を行う必要はな
かつたことを認めることができ」るから、
「製造許可上の過失をいう控訴人の主張は
既にこの点において採用することができな
い」。 

 
1.6.2.2 検討 
本件は、圧力容器の爆発事故に際して、

当該圧力容器の設置事業者が、その設計
上・製造上の瑕疵を製造者に対してではな
く、法第 37 条に基づき製造許可を出した
国に対して責任を追及した事例である。裁
判所は、法 37 条の規制は、もっぱら特定
機械等を製造する者に対して許可制を定め
ることにより、当該機械等を使用する労働
者を労働災害から保護することが目的であ
り、設置事業者に対して国が機械等の安全
を保証するものではないとして、請求を棄
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の第一種圧力容器に該当することから、労
働基準局長による製造許可および構造検査、
また労働基準監督署長による落成検査が実
施され、第一種圧力容器検査証の交付を受
けていた。X は、労働基準局長が、① A会
社による本件乾燥機の製造について許可手
続を行わなかったこと、② 本件事故によ
り破損した原料投入口部分に関する記載の
ない構造図に基づく本件乾燥機缶体部分に
ついて構造検査を行ったことがボイラー則
49 条に違反し、また労働基準監督署長が
落成検査を構造検査合格前に実施したこと
が同則 59 条 2項に違反すると主張した。 
（2） 第一審判決（静岡地判昭和 58 年 4

月 7 日訟務月報 29 巻 11 号 2031
頁） 

裁判所は、安衛法における第一種圧力容
器の製造及び設置に関する諸規則は、「国
が、労働安全衛生行政の立場から、その構
造等に一定の規格を定め、製造から設置に
至る段階において製造許可、構造検査、落
成検査等の審査手続を行ない、製造者が製
造、搬出し事業者が設置する第一種圧力容
器について右規格が確保されるよう監督し、
その構造上の安全性を確保することにより
労働者の生命、身体、健康を労働災害から
保護することを目的とするものであり、国
が事業者に対し右安全性を保証する制度で
はなく、国が事業者に対し右規制を実施す
べき義務を負うものではない」から、これ
らの規制の結果、特定機械等の「安全性が
一般的に確保されることによつて事業者が
利益を享受することがあつたとしても、そ
れは事実上の利益にすぎず」、「審査手続上
の過誤により規格適合性の審査が十分に行
なわれないまま前記規格に適合しない第一

種圧力容器が設置されるに至つたとしても、
事業者との関係においては、その違法性を
論ずる余地はない」として、本件乾燥機を
使用する事業者である原告に対しては、違
法性を有しないと判示した。 
（3） 控訴審判決（東京高判昭和 60 年 7

月 17日判時 110号 88頁） 
製造許可について、ボイラー則の「規則

上、既に製造許可を受けている第一種圧力
容器と同型式のものを製造するについては、
製造及び検査に関する設備その他の製造条
件が許可時に比して低下するなどの特段の
事情のない限り、改めて製造許可を受ける
必要はな」く、Ａ社は昭和 38 年 2 月 20 日、
第一種圧力容器について製造認可を受けて
いることから、「本件乾燥機も・・・第一
種圧力容器であり、前記特段の事情も認め
られないところから、これを製造するにつ
いては改めて製造許可手続を行う必要はな
かつたことを認めることができ」るから、
「製造許可上の過失をいう控訴人の主張は
既にこの点において採用することができな
い」。 

 
1.6.2.2 検討 
本件は、圧力容器の爆発事故に際して、

当該圧力容器の設置事業者が、その設計
上・製造上の瑕疵を製造者に対してではな
く、法第 37 条に基づき製造許可を出した
国に対して責任を追及した事例である。裁
判所は、法 37 条の規制は、もっぱら特定
機械等を製造する者に対して許可制を定め
ることにより、当該機械等を使用する労働
者を労働災害から保護することが目的であ
り、設置事業者に対して国が機械等の安全
を保証するものではないとして、請求を棄
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却した。 
法第 37 条に基づく製造許可が裁判で争

われることを想定した場合、製造許可を出
したことの瑕疵が問題となるが、同条に基
づいて国（都道府県労働局長）が製造許可
を出したことを争いうるのは、法 37 条の
構造からすれば、許可の申請を行う当該機
械等を製造しようとする者が該当するのは
異論がない。この場合において、当該機械
の瑕疵が設計段階における問題なのか製造
過程における問題なのかを分けて考える必
要がある（本件においては、この点に関し
ては裁判所は特段の事実認定を行っていな
い）。 
前者の場合、製造者側が提出した申請書

類に設計上・構造上の問題があるにもかか
わらず労働局長が製造許可を認めたといい
うるか否かが争われることになるが、この
場合における設計上・構造上の問題には、
単なる数値上の誤りにすぎないものもあれ
ば、重大な構造上の欠陥を含むものまで非
常に幅広いものが考えられうる。製造許可
の申請において、当該機械に対する全ての
情報は申請事業者が有していることを考慮
するならば、行政側としては、申請事業者
の専門的知識を信頼して製造許可を出すも
のと考えられるから、ある程度までは形式
的なものとならざるをえず、明らかな機械
の設計上・構造上の問題があるにもかかわ
らず製造許可を出したというような特別な
事情が認められない限り、当該機械の瑕疵
を原因とする労働災害発生の責任は、製造
許可を出した国に対してではなく、当該機
械の製造者に向けられるべきであろう。 
また、後者の場合は、法第 38 条の検査

についての行政側の瑕疵が問題となり得る

が、この点については、同条の項目にて改
めて検討を行う。 
本件のように、特定機械等の製造者から

当該機械を購入・設置した者については、
通常であれば、製造者に対して、瑕疵のあ
る特定機械等を引き渡したことに対して、
債務の不完全履行または不法行為の責任を
追及すべきであり、国に対して製造許可を
出した責任を追及することはできないとし
た裁判所の判断は妥当である。ただし、本
件第一審判決が指摘するように、特定機械
等の製造許可を定める目的は、当該機械の
安全を確保することを通じて、労働者の生
命・安全を保証するという点にあることか
らすれば、設置事業者が、当該機械の瑕疵
による労働災害発生によって何らかの被害
を被った労働者を代理して、国に対して製
造許可の瑕疵の責任を追及することは理論
上は検討の余地があるものと考えられる。 

 
1.7 改正提案 
本条の条文構造そのものについては、特

段問題となるような論点はないものの、上
記で明らかにしたように、本条で規制され
る特定機械等は、これら機械に対する規制
の歴史的経緯から安衛法上において特に危
険な機械と位置付けられているものと考え
られる。 
安衛法制定から 50 年近くを経て、様々

な技術開発が進展していく中で、労働者の
生命や身体に危険を及ぼすような機械には
どのようなものがあるか、またそれに対し
て製造許可という法律に基づく規制が必要
であるか否かについて、今後検討していく
必要があるのではないかと思われる。 
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2 第 38条（製造時等検査等） 
2.1 条文 
第三十八条 特定機械等を製造し、若しく
は輸入した者、特定機械等で厚生労働省令
で定める期間設置されなかつたものを設置
しようとする者又は特定機械等で使用を廃
止したものを再び設置し、若しくは使用し
ようとする者は、厚生労働省令で定めると
ころにより、当該特定機械等及びこれに係
る厚生労働省令で定める事項について、当
該特定機械等が、特別特定機械等（特定機
械等のうち厚生労働省令で定めるものをい
う。以下同じ。）以外のものであるときは
都道府県労働局長の、特別特定機械等であ
るときは厚生労働大臣の登録を受けた者
（以下「登録製造時等検査機関」とい
う。）の検査を受けなければならない。た
だし、輸入された特定機械等及びこれに係
る厚生労働省令で定める事項（次項におい
て「輸入時等検査対象機械等」という。）
について当該特定機械等を外国において製
造した者が次項の規定による検査を受けた
場合は、この限りでない。 
2 前項に定めるもののほか、次に掲げる
場合には、外国において特定機械等を製造
した者は、厚生労働省令で定めるところに
より、輸入時等検査対象機械等について、
自ら、当該特定機械等が、特別特定機械等
以外のものであるときは都道府県労働局長
の、特別特定機械等であるときは登録製造
時等検査機関の検査を受けることができ
る。 
一 当該特定機械等を本邦に輸出しよう

とするとき。 
二 当該特定機械等を輸入した者が当該

特定機械等を外国において製造した
者以外の者（以下この号において単

に「他の者」という。）である場合
において、当該製造した者が当該他
の者について前項の検査が行われる
ことを希望しないとき。 

3 特定機械等（移動式のものを除く。）を
設置した者、特定機械等の厚生労働省令で
定める部分に変更を加えた者又は特定機械
等で使用を休止したものを再び使用しよう
とする者は、厚生労働省令で定めるところ
により、当該特定機械等及びこれに係る厚
生労働省令で定める事項について、労働基
準監督署長の検査を受けなければならな
い。 
（昭五八法五七・平四法五五・平六法九
七・平一一法八七・平一一法一六〇・平一
五法一〇二・平一七法一〇八・一部改正） 

 
2.2 関連政省令 
2.2.1 第 38条第 1項および第 2項関連 
法 38 条第 1 項および第 2 項に関連する

安全規則は、特定機械等に関する具体的な
検査の内容について規定している。 
ボイラーおよび第一種圧力容器について

は、本項の規定に基づき構造検査、溶接検
査および使用検査が行われる。下記のボイ
ラー則の規定はボイラーに関連するもので
あるが、第一種圧力容器についても、構造
検査につきボイラー則第 51 条、溶接検査
につき同第 53 条、使用検査につき同第 57
条にボイラーの場合と同様の規定がそれぞ
れ置かれている。 
クレーン則では、規制対象となる特定機

械等のうち、移動式クレーンについて製造
検査および使用検査が行われ、クレーン、
デリック、エレベーター、建設用リフト、
簡易リフトについては、これら特定機械等
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2 第 38条（製造時等検査等） 
2.1 条文 
第三十八条 特定機械等を製造し、若しく
は輸入した者、特定機械等で厚生労働省令
で定める期間設置されなかつたものを設置
しようとする者又は特定機械等で使用を廃
止したものを再び設置し、若しくは使用し
ようとする者は、厚生労働省令で定めると
ころにより、当該特定機械等及びこれに係
る厚生労働省令で定める事項について、当
該特定機械等が、特別特定機械等（特定機
械等のうち厚生労働省令で定めるものをい
う。以下同じ。）以外のものであるときは
都道府県労働局長の、特別特定機械等であ
るときは厚生労働大臣の登録を受けた者
（以下「登録製造時等検査機関」とい
う。）の検査を受けなければならない。た
だし、輸入された特定機械等及びこれに係
る厚生労働省令で定める事項（次項におい
て「輸入時等検査対象機械等」という。）
について当該特定機械等を外国において製
造した者が次項の規定による検査を受けた
場合は、この限りでない。 
2 前項に定めるもののほか、次に掲げる
場合には、外国において特定機械等を製造
した者は、厚生労働省令で定めるところに
より、輸入時等検査対象機械等について、
自ら、当該特定機械等が、特別特定機械等
以外のものであるときは都道府県労働局長
の、特別特定機械等であるときは登録製造
時等検査機関の検査を受けることができ
る。 
一 当該特定機械等を本邦に輸出しよう

とするとき。 
二 当該特定機械等を輸入した者が当該

特定機械等を外国において製造した
者以外の者（以下この号において単

に「他の者」という。）である場合
において、当該製造した者が当該他
の者について前項の検査が行われる
ことを希望しないとき。 

3 特定機械等（移動式のものを除く。）を
設置した者、特定機械等の厚生労働省令で
定める部分に変更を加えた者又は特定機械
等で使用を休止したものを再び使用しよう
とする者は、厚生労働省令で定めるところ
により、当該特定機械等及びこれに係る厚
生労働省令で定める事項について、労働基
準監督署長の検査を受けなければならな
い。 
（昭五八法五七・平四法五五・平六法九
七・平一一法八七・平一一法一六〇・平一
五法一〇二・平一七法一〇八・一部改正） 

 
2.2 関連政省令 
2.2.1 第 38条第 1項および第 2項関連 
法 38 条第 1 項および第 2 項に関連する

安全規則は、特定機械等に関する具体的な
検査の内容について規定している。 
ボイラーおよび第一種圧力容器について

は、本項の規定に基づき構造検査、溶接検
査および使用検査が行われる。下記のボイ
ラー則の規定はボイラーに関連するもので
あるが、第一種圧力容器についても、構造
検査につきボイラー則第 51 条、溶接検査
につき同第 53 条、使用検査につき同第 57
条にボイラーの場合と同様の規定がそれぞ
れ置かれている。 
クレーン則では、規制対象となる特定機

械等のうち、移動式クレーンについて製造
検査および使用検査が行われ、クレーン、
デリック、エレベーター、建設用リフト、
簡易リフトについては、これら特定機械等
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の安全確保の見地からは、製造時の検査で
はなく、設置し、落成した後の検査が妥当
であると考えられることから、対象とはな
っていない。また、移動式クレーンと同様
に、ゴンドラに関しても、ゴンドラ則には
製造検査および使用検査について規定して
いる。 

 
2.2.1.1 ボイラー及び圧力容器安全規則 
第五条 ボイラーを製造した者は、法第三
十八条第一項の規定により、同項の登録製
造時等検査機関（以下「登録製造時等検査
機関」という。）の検査を受けなければな
らない。 
2 溶接によるボイラーについては、第七
条第一項の規定による検査に合格した後で
なければ、前項の規定により登録製造時等
検査機関が行う検査（以下この章において
「構造検査」という。）を受けることがで
きない。 
3 構造検査を受けようとする者は、ボイ
ラー構造検査申請書（様式第二号）にボイ
ラー明細書（様式第三号）を添えて、登録
製造時等検査機関に提出しなければならな
い。 
（以下省略） 
（平六労令二四・平八労令二・平九労令一
三・平一二労令二・平一五厚労令一七五・
平二四厚労令六・一部改正） 
第十二条 次の者は、法第三十八条第一項
の規定により、登録製造時等検査機関の検
査を受けなければならない。 
一 ボイラーを輸入した者 
二 構造検査又はこの項の検査を受けた

後一年以上（設置しない期間の保管
状況が良好であると都道府県労働局
長が認めたボイラーについては二年

以上）設置されなかつたボイラーを
設置しようとする者 

三 使用を廃止したボイラーを再び設置
し、又は使用しようとする者 

2 外国においてボイラーを製造した者
は、法第三十八条第二項の規定により、登
録製造時等検査機関の検査を受けることが
できる。当該検査が行われた場合において
は、当該ボイラーを輸入した者について
は、前項の規定は、適用しない。 
3 前二項の規定により登録製造時等検査
機関が行う検査（以下この章において「使
用検査」という。）を受けようとする者
は、ボイラー使用検査申請書（様式第十三
号）にボイラー明細書（様式第三号）を添
えて、登録製造時等検査機関に提出しなけ
ればならない。 
4 ボイラーを輸入し、又は外国において
製造した者が使用検査を受けようとすると
きは、前項の申請書に当該申請に係るボイ
ラーの構造が法第三十七条第二項の厚生労
働大臣の定める基準（ボイラーの構造に係
る部分に限る。）に適合していることを厚
生労働大臣が指定する者（外国に住所を有
するものに限る。）が明らかにする書面を
添付することができる。 
（以下省略） 
（昭五八労令二四・昭六〇労令一・平六労
令二四・平一二労令二・平一二労令一二・
平一二労令一八・平一二労令四一・平一五
厚労令一七五・平二四厚労令六・一部改
正） 

 
2.2.1.2 クレーン等安全規則 
第五十五条 移動式クレーンを製造した者
は、法第三十八条第一項の規定により、当
該移動式クレーンについて、所轄都道府県
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労働局長の検査を受けなければならない。 
2 前項の規定による検査（以下この節に
おいて「製造検査」という。）において
は、移動式クレーンの各部分の構造及び機
能について点検を行なうほか、荷重試験及
び安定度試験を行なうものとする。 
3 前項の荷重試験は、移動式クレーンに
定格荷重の一・二五倍に相当する荷重（定
格荷重が二百トンをこえる場合は、定格荷
重に五十トンを加えた荷重）の荷をつつ
て、つり上げ、旋回、走行等の作動を行な
うものとする。 
4 第二項の安定度試験は、移動式クレー
ンに定格荷重の一・二七倍に相当する荷重
の荷をつつて、当該移動式クレーンの安定
に関し最も不利な条件で地切りすることに
より行なうものとする。 
5 製造検査を受けようとする者は、移動
式クレーン製造検査申請書（様式第十五
号）に移動式クレーン明細書（様式第十六
号）、移動式クレーンの組立図及び別表の
上欄に掲げる移動式クレーンの種類に応じ
てそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の
強度計算書を添えて、所轄都道府県労働局
長に提出しなければならない。この場合に
おいて、当該検査を受けようとする移動式
クレーンが既に製造検査に合格している移
動式クレーンと寸法及びつり上げ荷重が同
一であるときは、当該組立図及び強度計算
書の添付を省略することができる。 
6 所轄都道府県労働局長は、製造検査に
合格した移動式クレーンに様式第十七号に
よる刻印を押し、かつ、その移動式クレー
ン明細書に様式第十八号による製造検査済
の印を押して前項の規定により申請書を提
出した者に交付するものとする。 
（平一二労令二・一部改正） 

第五十七条 次の者は、法第三十八条第一
項の規定により、当該移動式クレーンにつ
いて、都道府県労働局長の検査を受けなけ
ればならない。 
一 移動式クレーンを輸入した者 
二 製造検査又はこの項若しくは次項の

検査（以下この節において「使用検
査」という。）を受けた後設置しな
いで二年以上（設置しない期間の保
管状況が良好であると都道府県労働
局長が認めた移動式クレーンについ
ては三年以上）経過した移動式クレ
ーンを設置しようとする者 

三 使用を廃止した移動式クレーンを再
び設置し、又は使用しようとする者 

2 外国において移動式クレーンを製造し
た者は、法第三十八条第二項の規定によ
り、当該移動式クレーンについて都道府県
労働局長の検査を受けることができる。当
該検査が行われた場合においては、当該移
動式クレーンを輸入した者については、前
項の規定は、適用しない。 
3 第五十五条第二項から第四項までの規
定は、使用検査について準用する。 
4 使用検査を受けようとする者は、移動
式クレーン使用検査申請書（様式第十九
号）に移動式クレーン明細書、移動式クレ
ーンの組立図及び第五十五条第五項の強度
計算書を添えて、都道府県労働局長に提出
しなければならない。 
5 移動式クレーンを輸入し、又は外国に
おいて製造した者が使用検査を受けようと
するときは、前項の申請書に当該申請に係
る移動式クレーンの構造が法第三十七条第
二項の厚生労働大臣の定める基準（移動式
クレーンの構造に係る部分に限る。）に適
合していることを厚生労働大臣が指定する
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労働局長の検査を受けなければならない。 
2 前項の規定による検査（以下この節に
おいて「製造検査」という。）において
は、移動式クレーンの各部分の構造及び機
能について点検を行なうほか、荷重試験及
び安定度試験を行なうものとする。 
3 前項の荷重試験は、移動式クレーンに
定格荷重の一・二五倍に相当する荷重（定
格荷重が二百トンをこえる場合は、定格荷
重に五十トンを加えた荷重）の荷をつつ
て、つり上げ、旋回、走行等の作動を行な
うものとする。 
4 第二項の安定度試験は、移動式クレー
ンに定格荷重の一・二七倍に相当する荷重
の荷をつつて、当該移動式クレーンの安定
に関し最も不利な条件で地切りすることに
より行なうものとする。 
5 製造検査を受けようとする者は、移動
式クレーン製造検査申請書（様式第十五
号）に移動式クレーン明細書（様式第十六
号）、移動式クレーンの組立図及び別表の
上欄に掲げる移動式クレーンの種類に応じ
てそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の
強度計算書を添えて、所轄都道府県労働局
長に提出しなければならない。この場合に
おいて、当該検査を受けようとする移動式
クレーンが既に製造検査に合格している移
動式クレーンと寸法及びつり上げ荷重が同
一であるときは、当該組立図及び強度計算
書の添付を省略することができる。 
6 所轄都道府県労働局長は、製造検査に
合格した移動式クレーンに様式第十七号に
よる刻印を押し、かつ、その移動式クレー
ン明細書に様式第十八号による製造検査済
の印を押して前項の規定により申請書を提
出した者に交付するものとする。 
（平一二労令二・一部改正） 

第五十七条 次の者は、法第三十八条第一
項の規定により、当該移動式クレーンにつ
いて、都道府県労働局長の検査を受けなけ
ればならない。 
一 移動式クレーンを輸入した者 
二 製造検査又はこの項若しくは次項の

検査（以下この節において「使用検
査」という。）を受けた後設置しな
いで二年以上（設置しない期間の保
管状況が良好であると都道府県労働
局長が認めた移動式クレーンについ
ては三年以上）経過した移動式クレ
ーンを設置しようとする者 

三 使用を廃止した移動式クレーンを再
び設置し、又は使用しようとする者 

2 外国において移動式クレーンを製造し
た者は、法第三十八条第二項の規定によ
り、当該移動式クレーンについて都道府県
労働局長の検査を受けることができる。当
該検査が行われた場合においては、当該移
動式クレーンを輸入した者については、前
項の規定は、適用しない。 
3 第五十五条第二項から第四項までの規
定は、使用検査について準用する。 
4 使用検査を受けようとする者は、移動
式クレーン使用検査申請書（様式第十九
号）に移動式クレーン明細書、移動式クレ
ーンの組立図及び第五十五条第五項の強度
計算書を添えて、都道府県労働局長に提出
しなければならない。 
5 移動式クレーンを輸入し、又は外国に
おいて製造した者が使用検査を受けようと
するときは、前項の申請書に当該申請に係
る移動式クレーンの構造が法第三十七条第
二項の厚生労働大臣の定める基準（移動式
クレーンの構造に係る部分に限る。）に適
合していることを厚生労働大臣が指定する
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者（外国に住所を有するものに限る。）が
明らかにする書面を添付することができ
る。 
6 都道府県労働局長は、使用検査に合格
した移動式クレーンに様式第十七号による
刻印を押し、かつ、その移動式クレーン明
細書に様式第二十号による使用検査済の印
を押して第四項の規定により申請書を提出
した者に交付するものとする。 
（昭五八労令二四・昭六〇労令一・平一二
労令二・平一二労令一二・平一二労令一
八・平一二労令四一・一部改正） 

 
2.2.1.3 ゴンドラ安全規則 
第四条 ゴンドラを製造した者は、労働安
全衛生法（以下「法」という。）第三十八
条第一項の規定により、当該ゴンドラにつ
いて、所轄都道府県労働局長の検査を受け
なければならない。 
2 前項の規定による検査（以下「製造検
査」という。）においては、ゴンドラの各
部分の構造及び機能について点検を行なう
ほか、荷重試験を行なうものとする。 
3 前項の荷重試験は、次の各号のいずれ
かに定めるところによるものとする。 
一 下降のみに使用されるゴンドラ以外

のゴンドラにあつては、作業床に積
載荷重に相当する荷重の荷をのせて
上昇及び下降の作動を定格速度及び
許容下降速度により行なうこと。 

二 下降のみに使用されるゴンドラにあ
つては、作業床に積載荷重に相当す
る荷重の荷をのせて下降の作動を許
容下降速度により行なうこと。 

4 製造検査を受けようとする者は、ゴン
ドラ製造検査申請書（様式第二号）にゴン
ドラ明細書（様式第三号）、ゴンドラの組

立図及びアームその他の構造部分の強度計
算書を添えて、所轄都道府県労働局長に提
出しなければならない。この場合におい
て、当該検査を受けようとするゴンドラが
既に製造検査に合格しているゴンドラと寸
法及び積載荷重が同一であるときは、当該
組立図及び強度計算書の添付を省略するこ
とができる。 
5 所轄都道府県労働局長は、製造検査に
合格したゴンドラに様式第四号による刻印
を押し、かつ、そのゴンドラ明細書に様式
第五号による製造検査済の印を押して前項
の規定により申請書を提出した者に交付す
るものとする。 
（平一二労令二・一部改正） 

 
2.2.2 第 38条第 3項関連 
以下に掲げるのは、本条 3 項に関連して、

各安全規則に置かれている規定である。各
安全規則に共通する検査として、変更検査
および使用再開検査がある。また、ボイラ
ーおよび第一種圧力容器、クレーン、デリ
ック、エレベーター、建設用リフトに関し
ては、これら特定機械等を設置した後に実
施される落成検査に関する規程が各安全規
則に設けられている。 
なお、複数の特定機械等を対象としてい

る安全規則においては、当該特定機械等そ
れぞれに同趣旨の規定が置かれているため、
ここでは代表的な特定機械等に関する規制
にとどめておく 41。 

 
2.2.2.1 ボイラー及び圧力容器安全規則 
第十四条 ボイラー（移動式ボイラーを除
く。）を設置した者は、法第三十八条第三
項の規定により、当該ボイラー及び当該ボ
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イラーに係る次の事項について、所轄労働
基準監督署長の検査を受けなければならな
い。ただし、所轄労働基準監督署長が当該
検査の必要がないと認めたボイラーについ
ては、この限りでない。 
一 第十八条のボイラー室 
二 ボイラー及びその配管の配置状況 
三 ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及

び煙道の構造 
2 前項の規定による検査（以下この章に
おいて「落成検査」という。）は、構造検
査又は使用検査に合格した後でなければ、
受けることができない。 
3 落成検査を受けようとする者は、ボイ
ラー落成検査申請書（様式第十五号）を所
轄労働基準監督署長に提出しなければなら
ない。この場合において、認定を受けたこ
とにより第十条の届出をしていないとき
は、同条のボイラー明細書及び書面その他
落成検査に必要な書面を添付するものとす
る。 
（昭五八労令二四・平一八厚労令一・平二
六厚労令一三一・一部改正） 
第四十六条 使用を休止したボイラーを再
び使用しようとする者は、法第三十八条第
三項の規定により、当該ボイラーについて
所轄労働基準監督署長の検査を受けなけれ
ばならない。 
2 前項の規定による検査（以下この章に
おいて「使用再開検査」という。）を受け
ようとする者は、ボイラー使用再開検査申
請書（様式第二十二号）を所轄労働基準監
督署長に提出しなければならない。 
3 第六条第二項及び第三項の規定は、使
用再開検査について準用する。この場合に
おいて、同条第二項中「都道府県労働局
長」とあるのは、「労働基準監督署長」と

読み替えるものとする。 
（昭五八労令二四・平一二労令二・一部改
正） 

 
2.2.2.2 クレーン等安全規則 
第六条 クレーンを設置した者は、法第三
十八条第三項の規定により、当該クレーン
について、所轄労働基準監督署長の検査を
受けなければならない。ただし、所轄労働
基準監督署長が当該検査の必要がないと認
めたクレーンについては、この限りでな
い。 
2 前項の規定による検査（以下この節に
おいて「落成検査」という。）において
は、クレーンの各部分の構造及び機能につ
いて点検を行なうほか、荷重試験及び安定
度試験を行なうものとする。ただし、天井
クレーン、橋形クレーン等転倒するおそれ
のないクレーンの落成検査においては、荷
重試験に限るものとする。 
3 前項の荷重試験は、クレーンに定格荷
重の一・二五倍に相当する荷重（定格荷重
が二百トンをこえる場合は、定格荷重に五
十トンを加えた荷重）の荷をつつて、つり
上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動
を行なうものとする。 
4 第二項の安定度試験は、クレーンに定
格荷重の一・二七倍に相当する荷重の荷を
つつて、当該クレーンの安定に関し最も不
利な条件で地切りすることにより行なうも
のとする。この場合において、逸走防止装
置、レールクランプ等の装置は、作用させ
ないものとする。 
5 所轄労働基準監督署長は、落成検査を
行なう前一年以内に第八条第一項の仮荷重
試験が行なわれたクレーンについては、落
成検査の一部を省略することができる。 
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イラーに係る次の事項について、所轄労働
基準監督署長の検査を受けなければならな
い。ただし、所轄労働基準監督署長が当該
検査の必要がないと認めたボイラーについ
ては、この限りでない。 
一 第十八条のボイラー室 
二 ボイラー及びその配管の配置状況 
三 ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及

び煙道の構造 
2 前項の規定による検査（以下この章に
おいて「落成検査」という。）は、構造検
査又は使用検査に合格した後でなければ、
受けることができない。 
3 落成検査を受けようとする者は、ボイ
ラー落成検査申請書（様式第十五号）を所
轄労働基準監督署長に提出しなければなら
ない。この場合において、認定を受けたこ
とにより第十条の届出をしていないとき
は、同条のボイラー明細書及び書面その他
落成検査に必要な書面を添付するものとす
る。 
（昭五八労令二四・平一八厚労令一・平二
六厚労令一三一・一部改正） 
第四十六条 使用を休止したボイラーを再
び使用しようとする者は、法第三十八条第
三項の規定により、当該ボイラーについて
所轄労働基準監督署長の検査を受けなけれ
ばならない。 
2 前項の規定による検査（以下この章に
おいて「使用再開検査」という。）を受け
ようとする者は、ボイラー使用再開検査申
請書（様式第二十二号）を所轄労働基準監
督署長に提出しなければならない。 
3 第六条第二項及び第三項の規定は、使
用再開検査について準用する。この場合に
おいて、同条第二項中「都道府県労働局
長」とあるのは、「労働基準監督署長」と

読み替えるものとする。 
（昭五八労令二四・平一二労令二・一部改
正） 

 
2.2.2.2 クレーン等安全規則 
第六条 クレーンを設置した者は、法第三
十八条第三項の規定により、当該クレーン
について、所轄労働基準監督署長の検査を
受けなければならない。ただし、所轄労働
基準監督署長が当該検査の必要がないと認
めたクレーンについては、この限りでな
い。 
2 前項の規定による検査（以下この節に
おいて「落成検査」という。）において
は、クレーンの各部分の構造及び機能につ
いて点検を行なうほか、荷重試験及び安定
度試験を行なうものとする。ただし、天井
クレーン、橋形クレーン等転倒するおそれ
のないクレーンの落成検査においては、荷
重試験に限るものとする。 
3 前項の荷重試験は、クレーンに定格荷
重の一・二五倍に相当する荷重（定格荷重
が二百トンをこえる場合は、定格荷重に五
十トンを加えた荷重）の荷をつつて、つり
上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動
を行なうものとする。 
4 第二項の安定度試験は、クレーンに定
格荷重の一・二七倍に相当する荷重の荷を
つつて、当該クレーンの安定に関し最も不
利な条件で地切りすることにより行なうも
のとする。この場合において、逸走防止装
置、レールクランプ等の装置は、作用させ
ないものとする。 
5 所轄労働基準監督署長は、落成検査を
行なう前一年以内に第八条第一項の仮荷重
試験が行なわれたクレーンについては、落
成検査の一部を省略することができる。 
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6 落成検査を受けようとする者は、クレ
ーン落成検査申請書（様式第四号）を所轄
労働基準監督署長に提出しなければならな
い。この場合において、法第八十八条第一
項ただし書の規定による認定（以下「認
定」という。）を受けたことにより前条の
届出をしていないときは、同条の明細書、
組立図、強度計算書及び書面その他落成検
査に必要な書面を添付するものとする。 
（昭五八労令二四・平一八厚労令一・平二
六厚労令一三一・一部改正） 
第四十五条 前条第一号に該当する部分に
変更を加えた者は、法第三十八条第三項の
規定により、当該クレーンについて、所轄
労働基準監督署長の検査を受けなければな
らない。ただし、所轄労働基準監督署長が
当該検査の必要がないと認めたクレーンに
ついては、この限りでない。 
2 第六条第二項から第四項までの規定
は、前項の規定による検査（以下この節に
おいて「変更検査」という。）について準
用する。 
3 変更検査を受けようとする者は、クレ
ーン変更検査申請書（様式第十三号）を所
轄労働基準監督署長に提出しなければなら
ない。この場合において、認定を受けたこ
とにより前条の届出をしていないときは、
同条の検査証及び図面その他変更検査に必
要な書面を添付するものとする。 
（昭五八労令二四・平一八厚労令一・平二
六厚労令一三一・一部改正） 
第四十九条 使用を休止したクレーンを再
び使用しようとする者は、法第三十八条第
三項の規定により、当該クレーンについ
て、所轄労働基準監督署長の検査を受けな
ければならない。 
2 第六条第二項から第四項までの規定

は、前項の規定による検査（以下この節に
おいて「使用再開検査」という。）につい
て準用する。 
3 使用再開検査を受けようとする者は、
クレーン使用再開検査申請書（様式第十四
号）を所轄労働基準監督署長に提出しなけ
ればならない。 
（昭五八労令二四・一部改正） 

 
2.2.2.3 ゴンドラ安全規則 
第二十九条 前条各号に該当する部分に変
更を加えた者は、法第三十八条第三項の規
定により、当該ゴンドラについて、所轄労
働基準監督署長の検査を受けなければなら
ない。ただし、所轄労働基準監督署長が当
該検査の必要がないと認めたゴンドラにつ
いては、この限りでない。 
2 前項の規定による検査（以下「変更検
査」という。）においては、ゴンドラの変
更部分の状態を点検するほか、荷重試験を
行なうものとする。 
3 第四条第三項の規定は、前項の荷重試
験について準用する。 
4 変更検査を受けようとする者は、ゴン
ドラ変更検査申請書（様式第十三号）を所
轄労働基準監督署長に提出しなければなら
ない。この場合において、法第八十八条第
一項ただし書の規定による認定（以下「認
定」という。）を受けたことにより前条の
届出をしていないときは、同条の検査証及
び図面その他変更検査に必要な書面を添付
するものとする。 
（昭五八労令二四・平一八厚労令一・平二
六厚労令一三一・一部改正） 
第三十三条 使用を休止したゴンドラを再
び使用しようとする者は、法第三十八条第
三項の規定により、当該ゴンドラについ
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て、所轄労働基準監督署長の検査を受けな
ければならない。 
2 第四条第二項及び第三項の規定は、前
項の規定による検査（以下「使用再開検
査」という。）について準用する。 
3 使用再開検査を受けようとする者は、
ゴンドラ使用再開検査申請書（様式第十四
号）を所轄労働基準監督署長に提出しなけ
ればならない。 
（昭五八労令二四・一部改正） 

 
2.3 趣旨と内容 
2.3.1 趣旨 
機械の安全の確保のためには、法第 37

条に定める単なる特定機械等の製造の許可
のみでは足りず、当該特定機械等が申請し
た構造の通りに製造されているかを確認す
る必要がある。また第 37 条の製造許可は、
国内で製造される特定機械等が対象となる
ため、外国から輸入した特定機械等につい
てもその構造上の安全を確認する必要があ
る。さらに、クレーンやエレベーターなど
の定置型の特定機械等については、工場で
製造された部品を利用場所で組み立てた上
で設置するという形を取るため、構造上の
安全を確認するためには、当該機械が適切
に設置されているかどうかについても確認
しなければならない。 
本条は、上記のような趣旨に基づき、前

条の規定に基づき製造許可を受けた特定機
械等について、その製造、設置、使用等に
おける検査（製造時検査）について規定し
たものである。 
また、本条は、安衛法制定後、行政改革

や規制緩和との関連で数次にわたる改正が
行われている。まず、昭和 58 年に、欧米

諸国との貿易摩擦のうち、基準認証制度
（検査・検定制度）がいわゆる非関税障壁
となっているとされ、その解消のために制
定された法律において、本条第 2 項が追加
され、外国法人により製造された特定機械
等の検査に関する規定が設けられた 42。こ
の規定に関しては、平成 6 年改正において、
規制緩和等推進の目的から、これら検査を
国内のみならず、外国事業者が当該特定機
械等を本邦に輸出する前に自国にて検査を
行うことが可能となっている 43。また、平
成 4 年改正では、第三者検査機関（製造時
検査代行機関（現：登録製造時検査機
関））による製造時検査について新たな規
定が設けられている（平成 4 年法律第 55
号）。このほか、前条と同様に地方分権推
進法による改正や中央省庁改革に関連した
改正も行われている 44。 
また、本条に関連する政省令の改正とし

て、平成 22 年６月に開催された厚生労働
省省内事業仕分けにおいて、検査業務を民
間に委託することによって、行政の効率化
を図り、民間活力を活用することができる
との観点から、登録製造時等検査機関によ
る製造時等検査（構造検査、溶接検査及び
使用検査）の対象となる特別特定機械等に
ついて、これまでの特定廃熱ボイラー（労
働安全衛生法及び高圧ガス保安法の適用を
受ける火気以外の高温ガスを加熱に利用す
るボイラー）からボイラーおよび第一種圧
力容器に拡大することとされ、それに伴う
ボイラー則の改正が平成 24 年 4 月 1 日よ
り施行されている（平成 24 年 1 月 20 日厚
生労働省令第 6 号）。 
このほか、省庁関係の申請手続における

押印の見直しに係る省令（押印を求める手
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て、所轄労働基準監督署長の検査を受けな
ければならない。 
2 第四条第二項及び第三項の規定は、前
項の規定による検査（以下「使用再開検
査」という。）について準用する。 
3 使用再開検査を受けようとする者は、
ゴンドラ使用再開検査申請書（様式第十四
号）を所轄労働基準監督署長に提出しなけ
ればならない。 
（昭五八労令二四・一部改正） 

 
2.3 趣旨と内容 
2.3.1 趣旨 
機械の安全の確保のためには、法第 37

条に定める単なる特定機械等の製造の許可
のみでは足りず、当該特定機械等が申請し
た構造の通りに製造されているかを確認す
る必要がある。また第 37 条の製造許可は、
国内で製造される特定機械等が対象となる
ため、外国から輸入した特定機械等につい
てもその構造上の安全を確認する必要があ
る。さらに、クレーンやエレベーターなど
の定置型の特定機械等については、工場で
製造された部品を利用場所で組み立てた上
で設置するという形を取るため、構造上の
安全を確認するためには、当該機械が適切
に設置されているかどうかについても確認
しなければならない。 
本条は、上記のような趣旨に基づき、前

条の規定に基づき製造許可を受けた特定機
械等について、その製造、設置、使用等に
おける検査（製造時検査）について規定し
たものである。 
また、本条は、安衛法制定後、行政改革

や規制緩和との関連で数次にわたる改正が
行われている。まず、昭和 58 年に、欧米

諸国との貿易摩擦のうち、基準認証制度
（検査・検定制度）がいわゆる非関税障壁
となっているとされ、その解消のために制
定された法律において、本条第 2 項が追加
され、外国法人により製造された特定機械
等の検査に関する規定が設けられた 42。こ
の規定に関しては、平成 6 年改正において、
規制緩和等推進の目的から、これら検査を
国内のみならず、外国事業者が当該特定機
械等を本邦に輸出する前に自国にて検査を
行うことが可能となっている 43。また、平
成 4 年改正では、第三者検査機関（製造時
検査代行機関（現：登録製造時検査機
関））による製造時検査について新たな規
定が設けられている（平成 4 年法律第 55
号）。このほか、前条と同様に地方分権推
進法による改正や中央省庁改革に関連した
改正も行われている 44。 
また、本条に関連する政省令の改正とし

て、平成 22 年６月に開催された厚生労働
省省内事業仕分けにおいて、検査業務を民
間に委託することによって、行政の効率化
を図り、民間活力を活用することができる
との観点から、登録製造時等検査機関によ
る製造時等検査（構造検査、溶接検査及び
使用検査）の対象となる特別特定機械等に
ついて、これまでの特定廃熱ボイラー（労
働安全衛生法及び高圧ガス保安法の適用を
受ける火気以外の高温ガスを加熱に利用す
るボイラー）からボイラーおよび第一種圧
力容器に拡大することとされ、それに伴う
ボイラー則の改正が平成 24 年 4 月 1 日よ
り施行されている（平成 24 年 1 月 20 日厚
生労働省令第 6 号）。 
このほか、省庁関係の申請手続における
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続の見直し等のための厚生労働省関係省令
の一部を改正する省令（令和 2 年 12 月 25
日厚生労働省令第 208 号）第 58 条以下に
基づく各安全規則の改正により、検査申請
者の押印や検査機関による検査済証の押印
について様式の変更が行われている。 

 
2.3.2 内容 
本条に基づく検査は、第 1 項および第 2

項が特定機械等の製造時等（製造時、輸入
時、再設置時）に実施される検査、第 3 項
が特定機械等の設置時・主要構造の変更時
に実施される検査となっている。 

 
2.3.2.1 製造時等の検査（第 1 項および第

2項） 
本条第 1 項に基づき特定機械等の検査を

受けなければならない者は、特定機械等を
「製造し、若しくは輸入した者、特定機械
等で厚生労働省令の定める期間設置されな
かつたものを設置しようとする者又は特定
機械等で使用を廃止したものを再び設置し、
若しくは使用しようとする者」である。
「製造した者」には当該特定機械等につき
法第 37 条の製造許可を得るべき者が該当
する。また、「輸入した者」は、外国にお
いて製造された特定機械等を輸入した者を
指し、外国において当該特定機械等を製造
した者（外国製造者）、または国内の輸入
業者等が該当し、本条第 1 項に基づく検査
を受けなければならない。もっとも、外国
において製造された特定機械等については、
第 1 項但書により、第 2 項に定める検査が
行われた場合には第 1 項に基づく検査を受
ける必要はない。 
第 1 項の製造時等の検査は、当該特定機

械等を製造後、設置前に行われる検査であ
り、ボイラー、第一種圧力容器、移動式ク
レーン、ゴンドラを対象とし、ボイラーお
よび第一種圧力容器については構造検査お
よび溶接検査（溶接されたものを対象）が、
移動式クレーンおよびゴンドラについては
製造検査がそれぞれ行われる。移動式以外
のクレーン、デリック、エレベーター、建
設用リフトについては、工場で製造された
部品を使用する現場で組み立てて設置・使
用するというこれらの特定機械等の性質上、
設置された後でなければ検査の意義がない
ため、本項に基づく検査は行われない。 
また、本項にいう厚生労働省で定める特

別特定機械等には、ボイラー則第 2 条の 2
によりボイラーおよび第一種圧力容器が指
定されている。上述したように、特別特定
機械等の範囲については、平成 24 年のボ
イラー則改正により、特定廃熱ボイラーか
ら拡大されたものである。 
このほか、第 1 項にいう設置されなかっ

た特定機械等に関する「厚生労働省令の定
める期間」については、各安全規則により、
ボイラー、第一種圧力容器、ゴンドラにつ
いては、1 年以上（ボイラー：ボイラー則
第 12 条第 1 項第 2 号、第一種圧力容器：
同則第 57 条第 1 項第 2 号、ゴンドラ：ゴ
ンドラ則第 6 条第 1 項第 2 号）、移動式ク
レーンについては 2 年以上（クレーン則第
57 条第 1 項第 2 号）と定められている。
この期間については、未使用期間の保管状
況が良好であると都道府県労働局長が認め
た場合には、それぞれ 1年延長される。 
第 2 項に基づく検査は、外国製造者がそ

の製造する特定機械等をわが国に輸出しよ
うとするときに外国にて検査を受けること
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を希望する場合、または外国製造者が国内
の輸入業者等によって検査が行われること
を希望しない場合に行われる。第 2 項に基
づく検査は、使用検査であるが、対象とな
る特定機械等は、第 1 項と同様にボイラー、
第一種圧力容器、移動式クレーン、ゴンド
ラであり、クレーン、デリック、エレベー
ター、建設用リフトについては、本項の対
象となる特定機械等には含まれない。 

 
2.3.2.2 設置時および主要構造分の変更時

の検査（第 3項） 
本条第 3 項は、特定機械等の設置、変更、

使用再開の際に必要な検査について定めて
いる。 
設置に際しては、落成検査が実施される。

落成検査は、前 2 項に定める構造検査およ
び使用検査に合格した特定機械等を設置す
る際に行われる検査である。特定機械等を
設置しようとする者は、法第 88 条第 1 項
の規定に基づき設置届を所轄の労働基準監
督署長に提出した上で、実際の設置にあた
っては、落成検査の申請を行わなければな
らない。また、本条第 1 項に基づく製造時
検査に合格していない特定機械等について
は、落成検査の申請を行うことができない。
落成検査は定置式の特定機械等を対象とし
ているため、移動式のボイラー、クレーン、
ゴンドラについては、その性質上義務づけ
られていない。 
また、特定機械等の主要部分についての

変更とは、各特定機械等の安全規則に規定
された構造上の主要部分についての変更で
あり、当該変更を行った事業者は、法第 8
8 条第 1 項の規定に基づき変更届に検査証
と変更しようとする部分の図面を添えて、

所轄の労働基準監督署長に提出した上で、
本項に基づく変更検査の申請をしなければ
ならない。 
使用再開検査は、使用を休止していたた

めに検査証の有効期間を経過した特定機械
等を再び使用する場合に、当該機械の安全
性を確保するために実施される検査である。 

 
2.3.2.3 検査実施機関 
第 38 条は、第 1 項および第 2 項が都道

府県労働局長または登録製造時検査機関に
よる検査を定め、第 3 項が労働基準監督署
長による検査を定めている。 
このように検査実施機関が分けられてい

る理由としては、特定機械等が労働の現場
において実際に稼働する際に問題となり得
る安全性に関わる検査については、労働基
準監督署長に行わせることとし、より川上
での特定機械等の製造における構造や品
質・性能に関する検査については、その構
造・規格に関する専門的知識を要すること
から、都道府県労働局長（登録製造時検査
機関）に行わせようとするものであると考
えられる。 
また、第 1 項に基づく検査は、特別特定

機械等については、登録時製造等検査機関、
それ以外の特定機械等については都道府県
労働局長となっている。登録製造時検査機
関は、法第 46 条の規定に基づき、製造時
等検査にかかる所定の設備・検査員の要件
に適合しているとして厚生労働大臣により
登録された機関をいい、特別特定機械等の
検査を担当する第三者機関である（現在登
録されている事業者は表 8 を参照）45。登
録製造時等検査機関については第 46 条の
逐条解説にて詳述する。 
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を希望する場合、または外国製造者が国内
の輸入業者等によって検査が行われること
を希望しない場合に行われる。第 2 項に基
づく検査は、使用検査であるが、対象とな
る特定機械等は、第 1 項と同様にボイラー、
第一種圧力容器、移動式クレーン、ゴンド
ラであり、クレーン、デリック、エレベー
ター、建設用リフトについては、本項の対
象となる特定機械等には含まれない。 

 
2.3.2.2 設置時および主要構造分の変更時

の検査（第 3項） 
本条第 3 項は、特定機械等の設置、変更、

使用再開の際に必要な検査について定めて
いる。 
設置に際しては、落成検査が実施される。

落成検査は、前 2 項に定める構造検査およ
び使用検査に合格した特定機械等を設置す
る際に行われる検査である。特定機械等を
設置しようとする者は、法第 88 条第 1 項
の規定に基づき設置届を所轄の労働基準監
督署長に提出した上で、実際の設置にあた
っては、落成検査の申請を行わなければな
らない。また、本条第 1 項に基づく製造時
検査に合格していない特定機械等について
は、落成検査の申請を行うことができない。
落成検査は定置式の特定機械等を対象とし
ているため、移動式のボイラー、クレーン、
ゴンドラについては、その性質上義務づけ
られていない。 
また、特定機械等の主要部分についての

変更とは、各特定機械等の安全規則に規定
された構造上の主要部分についての変更で
あり、当該変更を行った事業者は、法第 8
8 条第 1 項の規定に基づき変更届に検査証
と変更しようとする部分の図面を添えて、

所轄の労働基準監督署長に提出した上で、
本項に基づく変更検査の申請をしなければ
ならない。 
使用再開検査は、使用を休止していたた

めに検査証の有効期間を経過した特定機械
等を再び使用する場合に、当該機械の安全
性を確保するために実施される検査である。 

 
2.3.2.3 検査実施機関 
第 38 条は、第 1 項および第 2 項が都道

府県労働局長または登録製造時検査機関に
よる検査を定め、第 3 項が労働基準監督署
長による検査を定めている。 
このように検査実施機関が分けられてい

る理由としては、特定機械等が労働の現場
において実際に稼働する際に問題となり得
る安全性に関わる検査については、労働基
準監督署長に行わせることとし、より川上
での特定機械等の製造における構造や品
質・性能に関する検査については、その構
造・規格に関する専門的知識を要すること
から、都道府県労働局長（登録製造時検査
機関）に行わせようとするものであると考
えられる。 
また、第 1 項に基づく検査は、特別特定

機械等については、登録時製造等検査機関、
それ以外の特定機械等については都道府県
労働局長となっている。登録製造時検査機
関は、法第 46 条の規定に基づき、製造時
等検査にかかる所定の設備・検査員の要件
に適合しているとして厚生労働大臣により
登録された機関をいい、特別特定機械等の
検査を担当する第三者機関である（現在登
録されている事業者は表 8 を参照）45。登
録製造時等検査機関については第 46 条の
逐条解説にて詳述する。 
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2.3.3 検査内容 
本条に基づいて行われる検査は、製造時

の検査としては、ボイラー、第一種圧力容
器については溶接検査（溶接により製造さ
れたものに限る）および構造検査が、移動
式クレーン、ゴンドラについては製造検査
がそれぞれ行われる。また、すべての特定
機械等について、輸入、再設置、再使用の
際には使用検査が行われる。ここでいう
「設置」とは定置式の特定機械等の据付を、
「使用」とは移動式の特定機械等の利用を
指す趣旨である。 

 
2.3.3.1 構造検査 
構造検査は、ボイラーおよび第一種圧力

容器に対して行われる検査である。構造検
査は、これら特定機械等を製造した後に実
施され、前条に基づく許可を受けた図面の
通りに製造されているかどうかを確認する
ものである。 
構造検査を受ける際には、受検者（通常

はこれら特別特定機械等を製造した者）は、
① ボイラーや第一種圧力容器の種類、② 
最高使用圧力、③ 伝熱面積または内容積、
④ 製造許可年月日および製造許可番号、
⑤ 溶接検査刻印番号、⑥ 受検地および受
検希望日を記載した構造検査申請書に当該
特別特定機械等の明細書を添えて登録製造
時検査機関に検査の申請を行わなければな
らない（ボイラー則第 5 条第 3 項、第 51
条第 3 項）。その管轄内に登録製造時等検
査機関による業務が実施されていないとき
には、都道府県労働局長が構造検査を実施
する（法第 53 条の 2 第 1 項、ボイラー則
第 5条の 2）。 

検査の実施にあたって、申請者は、ボイ
ラーおよび圧力容器を検査しやすい場所へ
配置し、水圧試験の準備、安全弁および水
面測定装置を取りそろえておく必要がある
（ボイラー則第 6条、第 51 条の 2）。 
ボイラーと第一種圧力容器の構造検査の

方法については、行政通達として「登録製
造時等検査機関が行う製造時等検査、登録
個別検定機関が行う個別検定及び登録型式
検定機関が行う型式検定の適正な実施につ
いて」（平成 17 年 4月 1日基発第 0401035
号）の別紙に「製造時検査にかかる検査の
方法等」が定められている 46。 
以下では、この別紙に基づいて構造検査

について詳述する 47。なお、構造検査に先
立って、登録製造時等検査機関は、当該検
査の対象となる特別特定機械等が前条に基
づく製造許可を得ていることを確認してお
かなければならない。 
（1） 設計審査 
設計審査は、ボイラーの設計について、

申請書、明細書および構造図に記載されて
いる構造、工作方法等が、ボイラー構造規
格に適合したものであるか確認するもので
ある。 
（2） 材料検査 
ボイラーの材料について、構造規格に定

める要件に適合しているかについて、ミル
シート（鋼材メーカーが発行する鋼材の材
質を証明する添付書類であり、鋼材検査証
明書ともいう）と照合すること等により確
認するものである。次項に詳述する溶接検
査を実施しているボイラーについては、こ
の検査を省略することができる。 
（3） 外観検査 
外観検査は、ボイラーの外観について、
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以下のような検査を行う。［1］胴の長さ、
板の厚さその他の寸法をノギス、スケール、
超音波厚さ計（超音波が物質の境界面で反
射することおよび物質は固有の音速を持つ
ことを利用して、反射にかかった時間と測
定対象物の音速から厚さを測定する機器）
等を用いて測定し、設計審査で確認した明
細書及び構造図と照合する。［2］工作上の
欠陥、腐食等の有無、胴の真円度、鏡板の
公差等が構造規格の規定に適合しているか
目視、ファイバースコープ、超音波探傷器
（探触子（プローブ、トランスデューサ
ー）と呼ばれるセンサーから発信した超音
波が、内部の傷や反対面に反射し戻ってく
る時間と強さを測定し、材料の内部の様子
を計測する）等により確認する。［3］安全
弁、圧力計、水面測定装置等の附属品の取
付穴が正しい位置に設けられているかにつ
いて、目視等により確認する。 
（4） 水圧試験 
水圧試験は、配管の接合部における漏水

性や耐久性を調べ、ボイラーの安全性を確
認することを目的として実施される。具体
的な手法としては、配管を密閉した上で缶
体内に水を注入し、水圧テストポンプによ
り当該ボイラーの最高使用圧力の 1.5 倍の
圧力まで徐々に上昇させ、そのままの状態
で所定の時間（30 分以上）保持し、圧力
の降下や変形、水漏れの有無等を目視、ひ
ずみ測定器（材料に加わる外力による材料
の伸縮の変形量（ひずみ）を電気抵抗の変
化により測定するための機器）等により確
認するものである。 
（5） 付属品検査 
ボイラーに付属する各種の部品（安全弁、

ガラス水面計等）について、その構造が構

造規格の規定に適合しているか目視等によ
り確認するものである。ボイラー構造規格
の規定に則してその適合性を確認するもの
である。 
構造検査に合格した特別特定機械等につ

いては、本体にボイラー則の定める様式
（ボイラー則様式第 4 号）による刻印を押
した上で、ボイラー明細書を申請者に交付
することとされている（ボイラー則第 5 条
第 4 項）。様式第 4 号により打刻すべき内
容は、登録製造時等検査機関を示すもの
（通常ロゴマーク）と検査番号であり、一
定の大きさの文字で刻印しなければならな
い。都道府県労働局長が検査を行った場合
には、当該都道府県の頭文字を打刻する。 

 
2.3.3.2 溶接検査 
溶接検査は、本項に基づき、ボイラーお

よび第一種圧力容器を溶接により製造しよ
うとする者が、構造検査の前に受検しなけ
ればならない（ボイラー則第 7 条第 1 項、
第 53 条第 1 項）。ただし、溶接検査は圧縮
応力（圧縮方向に力を受けたときに、部材
内部に発生する圧縮に抵抗する力を断面積
で割ったもの）以外の応力がかかる部分の
みが溶接によって製造されるボイラーおよ
び第一種圧力容器については溶接検査を受
ける必要はない（ボイラー則第 7 条第 1 項
但書、第 53 条第 1 項但書）。溶接検査の方
法についても、構造検査と同様に「製造時
検査にかかる検査の方法等」に詳細が規定
されている。 
（1） 事前準備 
溶接検査を受ける者は、ボイラーの溶接

作業に着手する前に、登録製造時等検査機
関に対して、ボイラー溶接検査申請書（様
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以下のような検査を行う。［1］胴の長さ、
板の厚さその他の寸法をノギス、スケール、
超音波厚さ計（超音波が物質の境界面で反
射することおよび物質は固有の音速を持つ
ことを利用して、反射にかかった時間と測
定対象物の音速から厚さを測定する機器）
等を用いて測定し、設計審査で確認した明
細書及び構造図と照合する。［2］工作上の
欠陥、腐食等の有無、胴の真円度、鏡板の
公差等が構造規格の規定に適合しているか
目視、ファイバースコープ、超音波探傷器
（探触子（プローブ、トランスデューサ
ー）と呼ばれるセンサーから発信した超音
波が、内部の傷や反対面に反射し戻ってく
る時間と強さを測定し、材料の内部の様子
を計測する）等により確認する。［3］安全
弁、圧力計、水面測定装置等の附属品の取
付穴が正しい位置に設けられているかにつ
いて、目視等により確認する。 
（4） 水圧試験 
水圧試験は、配管の接合部における漏水

性や耐久性を調べ、ボイラーの安全性を確
認することを目的として実施される。具体
的な手法としては、配管を密閉した上で缶
体内に水を注入し、水圧テストポンプによ
り当該ボイラーの最高使用圧力の 1.5 倍の
圧力まで徐々に上昇させ、そのままの状態
で所定の時間（30 分以上）保持し、圧力
の降下や変形、水漏れの有無等を目視、ひ
ずみ測定器（材料に加わる外力による材料
の伸縮の変形量（ひずみ）を電気抵抗の変
化により測定するための機器）等により確
認するものである。 
（5） 付属品検査 
ボイラーに付属する各種の部品（安全弁、

ガラス水面計等）について、その構造が構

造規格の規定に適合しているか目視等によ
り確認するものである。ボイラー構造規格
の規定に則してその適合性を確認するもの
である。 
構造検査に合格した特別特定機械等につ

いては、本体にボイラー則の定める様式
（ボイラー則様式第 4 号）による刻印を押
した上で、ボイラー明細書を申請者に交付
することとされている（ボイラー則第 5 条
第 4 項）。様式第 4 号により打刻すべき内
容は、登録製造時等検査機関を示すもの
（通常ロゴマーク）と検査番号であり、一
定の大きさの文字で刻印しなければならな
い。都道府県労働局長が検査を行った場合
には、当該都道府県の頭文字を打刻する。 

 
2.3.3.2 溶接検査 
溶接検査は、本項に基づき、ボイラーお

よび第一種圧力容器を溶接により製造しよ
うとする者が、構造検査の前に受検しなけ
ればならない（ボイラー則第 7 条第 1 項、
第 53 条第 1 項）。ただし、溶接検査は圧縮
応力（圧縮方向に力を受けたときに、部材
内部に発生する圧縮に抵抗する力を断面積
で割ったもの）以外の応力がかかる部分の
みが溶接によって製造されるボイラーおよ
び第一種圧力容器については溶接検査を受
ける必要はない（ボイラー則第 7 条第 1 項
但書、第 53 条第 1 項但書）。溶接検査の方
法についても、構造検査と同様に「製造時
検査にかかる検査の方法等」に詳細が規定
されている。 
（1） 事前準備 
溶接検査を受ける者は、ボイラーの溶接

作業に着手する前に、登録製造時等検査機
関に対して、ボイラー溶接検査申請書（様
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式第 7 号）にボイラー溶接明細書（様式第
8 号）を添えて申請しなければならない
（ボイラー則第７条第 2項）。 
受検に際して、機械的試験の試験片を作

成するとともに、放射線検査の準備をしな
ければならない（ボイラー則第 8 条第 1 項、
第 53 条第 1 項）。 
機械的試験の試験片は、胴の長手継手

（ボイラーの胴の軸方向の継ぎ目）に溶接
を行う場合には、胴の母材と同一の材料に
より作成された試験板を胴端の溶接線と同
一直線上になるようにに溶接し、胴全体に
ついて 1 個の試験片を作成する形で準備し、
胴の周継手（ボイラーの円周方向の継ぎ
目）やドーム（胴の上部に設置される胴内
で発生した蒸気を集めるための装置）等の
取付部の溶接を行う場合には、胴やドーム
とは別に試験板を準備し、これらの溶接と
同一条件で溶接したものを作成しなければ
ならない（ボイラー構造規格第 48 条）。 
また、放射線検査の準備とは、当該検査

のために必要な放射線透過装置（X 線装
置）や感光材料（工業用 X 線フィルム）、
透過度計等を取りそろえておくことをいう。 
このほか、検査を受けようとする者は、

検査に立ち会う必要がある（ボイラー則第
8 条、第 54 条）。 
（2） 材料検査 
溶接検査における材料検査は、構造検査

における検査と同様に、ボイラー製造に使
用される材料が、構造規格に定める要件に
適合しているかについて、ミルシート（鋼
材の材質を証明する書類）と照合すること
等により確認するものである。 
（3） 開先検査 
開先検査は、開先（溶接の前に溶接継手

に設けられる溝状の窪み）について、その
形状（I 型、V 型、レ型、J 型、U 型、X 型、
K 型、両面 J 型など）や突合せ溶接（完全
溶け込み溶接ともいい、接合しようとする
母材の端部に開先を作り、その溝に溶接金
属を母材および接合剤と一体化して埋め込
む方法）における継手面の食い違いや、厚
さの異なる板の突合せ溶接が構造規格の規
定に適合しているかについて、目視、ゲー
ジ等により確認するものである。 
（4） 外観検査 
外観検査は、① 溶接部分の外観にひび

割れ、アンダーカット（溶接箇所に埋まり
きらない部分が発生して溝が生じているこ
と）、オーバーラップ（溶接金属が母材に
重なっていること）、クレーター（溶接ビ
ード（溶接により盛り上がっている部分）
の終端部分に生じる窪み）等の有無の確認、
② 余り盛（よもり：母材の表面から盛り
上がった部分）の状態の確認、③ 溶接後
熱処理（焼きなましともいい、溶接した構
造物を昇温して溶接部にクリープ変形（一
定の温度条件下において一定の荷重をかけ
ることで物質を変形させること）を生じさ
せ、固有ひずみ（物質内において応力の発
生源となっているひずみ）を低減し、それ
によって溶接残留応力（溶接後に溶接部分
の内部に残る応力）を低減させることで構
造物の硬度を高めるために行う処理）が必
要な場合には、溶接後熱処理の温度－時間
曲線等との照合により確認しなければなら
ない 48。 
（5） 機械試験 
機械試験は、溶接部分の強度を確認する

ために実施されるいわゆる破壊検査であり、
ボイラー構造規格においては、試験板の厚
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さに応じて、引張試験、表曲げ試験、裏曲
げ試験、側曲げ試験が規定されている（ボ
イラー構造規格第 51 条－第 54 条）。いず
れの試験の実施についても、JIS 規格に準
拠する方法によって実施されなければなら
ず、合格基準も JIS 規格に即して判断され
る 49。なお、機械試験については、一定の
要件を満たした場合には、不合格となった
場合でも再試験を行うことができる（ボイ
ラー構造規格第 55 条－第 56 条）。 
（6） 放射線検査 
放射線検査は、放射線透過試験（RT）

とも呼ばれ、エックス線やガンマ線などの
放射線が、物質を透過する性質と写真フィ
ルムを感光させる性質を持つことを利用し
て、試験体に放射線を透過し、内部の状態
をフィルムに記録することで、試験体の内
部の傷の状態や構造を調査する非破壊検査
である。 
ボイラー構造規格においては、やはり JI

S 規格に準拠する方法によって実施され、
透過写真の傷の像が JIS 規格と同等と認め
られる結果であれば合格と判断される（ボ
イラー構造規格第 57 条－第 59 条）50。放
射線検査に不合格となった場合には、傷を
完全に除去してから再溶接を行ったうえで、
再試験を受けることができる（ボイラー構
造規格第 60 条）。 
溶接検査に合格した特別特定機械等につ

いては、本体にボイラー則の定める様式
（ボイラー則様式第９号）による刻印を押
した上で、ボイラー明細書を申請者に交付
することとされている（ボイラー則７条２
項）。様式第９号により打刻すべき内容は、
構造検査と同様に、登録製造時等検査機関
を示すもの（通常ロゴマーク）と検査番号

であり、一定の大きさの文字で刻印しなけ
ればならない。都道府県労働局長が検査を
行った場合には、当該都道府県の頭文字を
打刻する。 

 
2.3.3.3 製造検査 
製造検査は、移動式クレーン（クレーン

則第 55 条）およびゴンドラ（ゴンドラ則
第 5 条）に対して、都道府県労働局長によ
り実施される検査である。 
製造検査の具体的内容は、移動式クレー

ンの場合、製造された機械それぞれについ
て、① 移動式クレーンの各部分の構造お
よび機能についての点検、② 荷重試験、
③ 安定試験を行うこととされている。こ
のうち、② の荷重試験は、移動式クレー
ンに定格荷重の 1.25 倍に相当する荷重
（定格荷重が 200 トンを超える移動式クレ
ーンにおいては、定格荷重に 50 トンを加
えた荷重）の荷をつり上げ、旋回、走行等
の試験を行うものである。また、③ の安
定度試験は、移動式クレーンに定格荷重の
1.27 倍に相当する荷重の荷をつって、当該
移動式クレーンの安定に関しもっとも不利
な条件で地切り（吊り荷を地面から離すこ
と）により行うこととされている。 
ゴンドラの場合は、① 各部の構造およ

び機能についての点検、② 荷重試験が行
われる。ゴンドラの荷重試験は、ゴンドラ
の種類によって異なっており、作業床に積
載荷重に相当する荷重の荷を乗せた上で、
上昇および下降に使用されるゴンドラにつ
いては、上昇につき定格速度（ゴンドラを
上昇させる場合の最高速度）、下降つき許
容下降速度（ゴンドラを下降させる場合に
許容される最高速度）にて作動させること
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さに応じて、引張試験、表曲げ試験、裏曲
げ試験、側曲げ試験が規定されている（ボ
イラー構造規格第 51 条－第 54 条）。いず
れの試験の実施についても、JIS 規格に準
拠する方法によって実施されなければなら
ず、合格基準も JIS 規格に即して判断され
る 49。なお、機械試験については、一定の
要件を満たした場合には、不合格となった
場合でも再試験を行うことができる（ボイ
ラー構造規格第 55 条－第 56 条）。 
（6） 放射線検査 
放射線検査は、放射線透過試験（RT）

とも呼ばれ、エックス線やガンマ線などの
放射線が、物質を透過する性質と写真フィ
ルムを感光させる性質を持つことを利用し
て、試験体に放射線を透過し、内部の状態
をフィルムに記録することで、試験体の内
部の傷の状態や構造を調査する非破壊検査
である。 
ボイラー構造規格においては、やはり JI

S 規格に準拠する方法によって実施され、
透過写真の傷の像が JIS 規格と同等と認め
られる結果であれば合格と判断される（ボ
イラー構造規格第 57 条－第 59 条）50。放
射線検査に不合格となった場合には、傷を
完全に除去してから再溶接を行ったうえで、
再試験を受けることができる（ボイラー構
造規格第 60 条）。 
溶接検査に合格した特別特定機械等につ

いては、本体にボイラー則の定める様式
（ボイラー則様式第９号）による刻印を押
した上で、ボイラー明細書を申請者に交付
することとされている（ボイラー則７条２
項）。様式第９号により打刻すべき内容は、
構造検査と同様に、登録製造時等検査機関
を示すもの（通常ロゴマーク）と検査番号

であり、一定の大きさの文字で刻印しなけ
ればならない。都道府県労働局長が検査を
行った場合には、当該都道府県の頭文字を
打刻する。 

 
2.3.3.3 製造検査 
製造検査は、移動式クレーン（クレーン

則第 55 条）およびゴンドラ（ゴンドラ則
第 5 条）に対して、都道府県労働局長によ
り実施される検査である。 
製造検査の具体的内容は、移動式クレー

ンの場合、製造された機械それぞれについ
て、① 移動式クレーンの各部分の構造お
よび機能についての点検、② 荷重試験、
③ 安定試験を行うこととされている。こ
のうち、② の荷重試験は、移動式クレー
ンに定格荷重の 1.25 倍に相当する荷重
（定格荷重が 200 トンを超える移動式クレ
ーンにおいては、定格荷重に 50 トンを加
えた荷重）の荷をつり上げ、旋回、走行等
の試験を行うものである。また、③ の安
定度試験は、移動式クレーンに定格荷重の
1.27 倍に相当する荷重の荷をつって、当該
移動式クレーンの安定に関しもっとも不利
な条件で地切り（吊り荷を地面から離すこ
と）により行うこととされている。 
ゴンドラの場合は、① 各部の構造およ

び機能についての点検、② 荷重試験が行
われる。ゴンドラの荷重試験は、ゴンドラ
の種類によって異なっており、作業床に積
載荷重に相当する荷重の荷を乗せた上で、
上昇および下降に使用されるゴンドラにつ
いては、上昇につき定格速度（ゴンドラを
上昇させる場合の最高速度）、下降つき許
容下降速度（ゴンドラを下降させる場合に
許容される最高速度）にて作動させること
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により行われる。下降のみのゴンドラの場
合は、下降のみの試験となる。 

 
2.3.3.4 使用検査 
使用検査は、ボイラーおよび第一種圧力

容器、移動式クレーン、ゴンドラについて、
都道府県労働局長または登録製造時等検査
機関により実施される検査であり、① こ
れら特定機械等を輸入した者、② 構造検
査または使用検査を受けた後に一定期間以
上（ボイラー、第一種圧力容器、ゴンドラ
については 1 年以上、移動式クレーンにつ
いては 2 年以上。ただし、保管状況が良好
であると都道府県労働局長が認めた特定機
械等については 1 年延長される）設置され
ていない特定機械等を設置しようとする者、
③ 使用を廃止した特定機械等を再び設置
し、使用しようとする者が、登録製造時検
査機関に対して検査を申請するものである
（ボイラー則第 12 条、第 57 条、クレーン
則第 57 条、ゴンドラ則第 6条）。 
使用検査において実際に行われる検査は、

ボイラーおよび第一種圧力容器については、
構造検査、移動式クレーンおよびゴンドラ
については製造検査に準ずることとなって
いる。 

 
2.3.3.5 落成検査 
落成検査は、特定機械等のうち、ボイラ

ーおよび第一種圧力容器、クレーン、デリ
ック、エレベーター、建設用リフトのよう
に当該特定機械等を特定の場所に据置きで
設置して使用されるものに対して、労働基
準監督署長により実施される検査である。 
落成検査は、ボイラーについては、① 

ボイラー室（ボイラーを設置するための専

用の建物または建物の中で障壁で区画され
た場所）、② ボイラーおよび配管の設置状
況、③ ボイラー据付の基礎の状態と燃焼
室および煙道の構造について行われるが
（ボイラー則第 14 条）、第一種圧力容器に
ついては、ボイラーとは異なりその設置と
配管の状況についてのみ検査される（ボイ
ラー則第 59 条）。 
クレーン、デリック、エレベーター、建

設用リフトの落成検査は、各特定機械等の
構造および機能についての点検のほか、移
動式クレーンおよびゴンドラと同様に、荷
重試験、安定度試験（クレーンのみ。なお、
天井クレーンや橋形クレーン等転倒のおそ
れのないクレーンについては荷重試験の
み）が行われる。荷重試験については、ク
レーンおよびデリックは、定格荷重の 1.25
倍に相当する荷重（定格荷重が 200 トンを
超える移動式クレーンにおいては、定格荷
重に 50 トンを加えた荷重）の荷をつり上
げ、旋回、走行、トロリの横行（クレー
ン）、ブームの起伏（デリック）等の試験
を行い、エレベーターおよび建設用リフト
の荷重試験は、積載荷重の 1.2 倍に相当す
る荷重の荷を乗せて昇降の作動を行うもの
である。 
クレーンの安定度試験は、移動式クレー

ンの製造検査と同様に、クレーンに定格荷
重の 1.27 倍に相当する荷重の荷をつって、
当該移動式クレーンの安定に関しもっとも
不利な条件で地切りすることにより行うこ
ととされている。 

 
2.3.3.6 変更検査 
特定機械等の一部について変更を加える

場合、それによって製造許可を得た時点に
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おける特定機械等とは異なる機械とみなさ
れるため、所轄の労働基準監督署長に届け
出た上で、変更審査を申請・受験しなけれ
ばならない。 
変更検査が必要となる「厚生労働省令で

定める部分」については、以下の通り、各
安全規則に具体的な部分が特定されている。 
（1） ボイラー 
ボイラーについて、本条第 3 項に基づく

主要な部分の変更となるのは、① 胴、ド
ーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、
管寄せ又はステー、② 附属設備、③ 燃焼
装置、④ 据付基礎である（ボイラー則第 4
1 条）。 
（2） 第一種圧力容器 
第一種圧力容器については、胴、鏡板、

底板、管板、蓋板またはステーの変更が主
要部分の変更として変更検査の対象となる
（ボイラー則第 76 条）。 
（3） クレーン 
クレーンについて変更検査を必要とする

のは、① クレーンガーダ、ジブ、脚、塔
その他の構造部分、② 原動機、③ブレー
キ、④ つり上げ機構、⑤ ワイヤロープま
たはつりチェーン、⑥ フック、グラブバ
ケット等のつり具、について変更を加えた
場合である（クレーン則第 44 条）。 
（4） 移動式クレーン 
移動式クレーンについて変更検査を必要

とするのは、① ジブその他の構造部分、
② 原動機、③ ブレーキ、④ つり上げ機構、
⑤ ワイヤロープまたはつりチエーン、⑥ 
フック、グラブバケット等のつり具、⑦ 
台車、となっている（クレーン則第 86 条）。 
（5） デリック 
デリックについて変更検査を必要とする

主要部分の変更は、① マスト、ブーム、
控えその他の構造部分、② 原動機、③ ブ
レーキ、④ つり上げ機構、⑤ ワイヤロー
プまたはつりチェーン、⑥ フック、グラ
ブバケット等のつり具、⑦ デリックを設
置する際の基礎、となっている（クレーン
則第 129 条） 
（6） エレベーター 
エレベーターについて変更検査を必要と

する主要部分の変更は、① 搬器またはカ
ウンターウェイト、② 巻上げ機または原
動機、③ ブレーキ、④ ワイヤロープ、⑤ 
屋外に設置されているエレベーターの場合、
昇降路塔、ガイドレール支持塔、控え、と
なっている（クレーン則第 163 条）。 
（7） 建設用リフト 
建設用リフトについて変更検査を必要と

する主要部分の変更は、① ガイドレール
または昇降路、② 搬器、③ 原動機、④ ブ
レーキ、⑤ ウインチ、⑤ ワイヤロープ、
について変更を加えた場合である（クレー
ン則第 163 条）。 
（8） ゴンドラ 
ゴンドラについては、① 作業床、② ア

ームその他の構造部分、③ 昇降装置、④ 
ブレーキまたは制御装置、⑤ ワイヤロー
プ、⑥ 固定方法、を変更する場合に変更
検査を受検しなければならない（ゴンドラ
則第 28条）。 
2.3.3.7 使用再開検査 
使用再開検査は、使用検査と同様に、ボ

イラーおよび第一種圧力容器については構
造検査、クレーン、デリック、エレベータ
ーについては落成検査に準じた検査、移動
式クレーンおよびゴンドラについては製造
検査に準じた検査がそれぞれ実施される。 
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おける特定機械等とは異なる機械とみなさ
れるため、所轄の労働基準監督署長に届け
出た上で、変更審査を申請・受験しなけれ
ばならない。 
変更検査が必要となる「厚生労働省令で

定める部分」については、以下の通り、各
安全規則に具体的な部分が特定されている。 
（1） ボイラー 
ボイラーについて、本条第 3 項に基づく

主要な部分の変更となるのは、① 胴、ド
ーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、
管寄せ又はステー、② 附属設備、③ 燃焼
装置、④ 据付基礎である（ボイラー則第 4
1 条）。 
（2） 第一種圧力容器 
第一種圧力容器については、胴、鏡板、

底板、管板、蓋板またはステーの変更が主
要部分の変更として変更検査の対象となる
（ボイラー則第 76 条）。 
（3） クレーン 
クレーンについて変更検査を必要とする

のは、① クレーンガーダ、ジブ、脚、塔
その他の構造部分、② 原動機、③ブレー
キ、④ つり上げ機構、⑤ ワイヤロープま
たはつりチェーン、⑥ フック、グラブバ
ケット等のつり具、について変更を加えた
場合である（クレーン則第 44 条）。 
（4） 移動式クレーン 
移動式クレーンについて変更検査を必要

とするのは、① ジブその他の構造部分、
② 原動機、③ ブレーキ、④ つり上げ機構、
⑤ ワイヤロープまたはつりチエーン、⑥ 
フック、グラブバケット等のつり具、⑦ 
台車、となっている（クレーン則第 86 条）。 
（5） デリック 
デリックについて変更検査を必要とする

主要部分の変更は、① マスト、ブーム、
控えその他の構造部分、② 原動機、③ ブ
レーキ、④ つり上げ機構、⑤ ワイヤロー
プまたはつりチェーン、⑥ フック、グラ
ブバケット等のつり具、⑦ デリックを設
置する際の基礎、となっている（クレーン
則第 129 条） 
（6） エレベーター 
エレベーターについて変更検査を必要と

する主要部分の変更は、① 搬器またはカ
ウンターウェイト、② 巻上げ機または原
動機、③ ブレーキ、④ ワイヤロープ、⑤ 
屋外に設置されているエレベーターの場合、
昇降路塔、ガイドレール支持塔、控え、と
なっている（クレーン則第 163 条）。 
（7） 建設用リフト 
建設用リフトについて変更検査を必要と

する主要部分の変更は、① ガイドレール
または昇降路、② 搬器、③ 原動機、④ ブ
レーキ、⑤ ウインチ、⑤ ワイヤロープ、
について変更を加えた場合である（クレー
ン則第 163 条）。 
（8） ゴンドラ 
ゴンドラについては、① 作業床、② ア

ームその他の構造部分、③ 昇降装置、④ 
ブレーキまたは制御装置、⑤ ワイヤロー
プ、⑥ 固定方法、を変更する場合に変更
検査を受検しなければならない（ゴンドラ
則第 28条）。 
2.3.3.7 使用再開検査 
使用再開検査は、使用検査と同様に、ボ

イラーおよび第一種圧力容器については構
造検査、クレーン、デリック、エレベータ
ーについては落成検査に準じた検査、移動
式クレーンおよびゴンドラについては製造
検査に準じた検査がそれぞれ実施される。 

  分担研究報告書（井村 真己） 

41 
 

 
2.3.4 手数料 
第 38 条に基づき特定機械等の構造検査、

溶接検査、使用検査、使用再開検査、性能
検査を受けようとする者は、安衛法第 112
条第 1 項第 4 号および 4 号の 2 の規定に基
づき、国に手数料を納付しなければならな
い。手数料の額は、労働安全衛生法関係手
数料令第 3 条および別表第一に、当該特定
機械等の種類およびその規模に応じて定め
られている（具体的な手数料額については、
表 7を参照）。 
手数料に関しては、その算定根拠となる

人件費、物件費等の変動に伴って手数料額
の見直しが行われるが、2004 年の検疫法
施行令等の一部を改正する政令（平成 16
年 3 月 16 日政令第 46 号）により、電子情
報処理組織を使用する場合（いわゆるオン
ライン申請）の手数料額については、通常
の申請よりも低額へと改訂された。また、
オンライン申請の場合には、収入印紙では
なく、現金での手数料納付も認められてい
る（労働安全衛生法関係手数料令第 7 条 1
項但書）。 

 
2.3.5 罰則 
本条第 1 項の規定に基づく構造検査、溶

接検査、製造検査、使用検査を受けなかっ
た者については、法第 119 条 1 号により 6
か月以下の懲役または 50 万円以下の罰金
に処せられる。 

 
2.4 関連規定 

 
2.5 沿革 
2.5.1 法制史 

2.5.1.1 ボイラー・圧力容器 
汽罐取
締令 

○汽罐取締令（昭和 10 年 4 月
9 日内務省令第 20 号）第 6 条
第 1 項「汽罐ハ罐体檢査ニ合格
シタルモノニ非ザレバ之ヲ設置
スルコトヲ得ズ」 
第 8 条第 1 項「汽罐設置工事竣
功シタルトキハ汽罐毎ニ別記第
六号様式ニ依ル願書ヲ提出シ設
置地地方長官ノ竣功檢査ヲ受ク
ベシ」 
第 10 条「汽罐設置者汽罐又ハ
其ノ設備ニ付左ノ各号ノ一ニ該
当スル部分ヲ修繕又ハ変更セン
トスルトキハ別記第八号様式ニ
依ル願書正副二通ニ汽罐檢査証
ヲ添ヘ設置地地方長官ノ許可ヲ
受クベシ汽罐ノ制限壓力又ハ水
頭壓ヲ変更セントスルトキ亦同
ジ 
一  汽罐ノ罐胴、炉筒、火

室、鏡板、冠板、管板及
控 

二 焚焼装置 
三 汽罐ノ据付基礎」 

第 11 条「前条第一号ノ部分ノ
修繕又ハ変更工事竣功シタルト
キハ別記第九号様式ニ依ル願書
ヲ提出シ設置地地方長官ノ修繕
又ハ変更檢査ヲ受クベシ」 
第 13 条「汽罐檢査ノ有效期間
満了後引続キ汽罐ヲ使用セント
スルトキハ有效期間満了前別記
第十号様式ニ依ル願書ヲ提出シ
設置地地方長官ノ更新檢査ヲ受
クベシ 
2 地方長官必要アリト認ムル
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トキハ臨時ニ汽罐ノ檢査ヲ行フ
コトヲ得」 
第 19 条第 4 項「前項ノ場合ニ
於テ汽罐檢査ノ有効期間満了
後ナルトキハ再使用檢査ヲ受
クルニ非ザレバ之ヲ使用スル
コトヲ得ズ」 

労働基
準法 

○労働基準法（昭和 22 年 4 月
7 日法律 49 号）47 条第 1 項
「前條第二項の機械及び器具
は、認可を受けた後、命令で定
める期間を経過した場合におい
ては、行政官廳の行う性能檢査
に合格したものでなければ使用
してはならない。」 
○労働安全衛生規則（昭和 22
年 10 月 31 日労働省令第 9
号）第 39 条第 1 項「法第四十
七條第一項の規定により、前條
第一項第一号乃至第三号に掲げ
る機械及び器具について、性能
檢査の有効期間が満了した後、
引続き使用しようとするとき
は、樣式第十号による申請書
を、所轄労働基準監督署長に提
出しなければならない。」 
第 230 条第 1 項「汽罐又は特
殊汽罐について、罐体檢査を受
けようとする者は、樣式第二十
一号による申請書に樣式第二十
二号甲、乙、丙による汽罐又は
特殊汽罐明細書を添え、所轄都
道府縣労働基準局長に提出しな
ければならない。（以下省略）」 
第 231 条「水管式汽罐、鑄鉄製
汽罐等の組立式の汽罐にあつて
は、第二百三十七條による設置

の認可を受けた後、罐体檢査を
受けることができる。」 
第 234 条「汽罐又は特殊汽罐の
溶接については、溶接檢査を受
けなければならない。 
2 溶接檢査を受けようとする
者は、樣式第二十五号による申
請書、樣式第二十六号による汽
罐、特殊汽罐又は附属裝置明細
書を添え、所轄都道府縣労働基
準局長に提出しなければならな
い。（以下省略）」 
第 236 条「溶接による汽罐、特
殊汽罐又は附属裝置は、溶接檢
査に合格したものでなければ罐
体檢査を受けることができな
い。」 
第 237 条「汽罐又は特殊汽罐を
設置しようとする者は、樣式第
二十七号による認可申請書に、
汽罐又は特殊汽罐明細書を添
え、所轄（移動式汽罐にあつて
は、その主たる作業事務所所在
地）労働基準監督署長に提出し
なければならない。」 
第 238 条「罐体檢査を受けた後
一年以上経過した汽罐又は特殊
汽罐を設置しようとするとき
は、所轄労働基準監督署長の性
能檢査を受けなければならな
い。」 

 
法第 37 条の法制史でも詳述した通り、

ボイラーに関しては、事故が発生した場合
の損害の大きさに鑑みて、古くから検査が
行われてきた。規制の内容については、ボ
イラーの缶体に関する検査、および設置に
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トキハ臨時ニ汽罐ノ檢査ヲ行フ
コトヲ得」 
第 19 条第 4 項「前項ノ場合ニ
於テ汽罐檢査ノ有効期間満了
後ナルトキハ再使用檢査ヲ受
クルニ非ザレバ之ヲ使用スル
コトヲ得ズ」 

労働基
準法 

○労働基準法（昭和 22 年 4 月
7 日法律 49 号）47 条第 1 項
「前條第二項の機械及び器具
は、認可を受けた後、命令で定
める期間を経過した場合におい
ては、行政官廳の行う性能檢査
に合格したものでなければ使用
してはならない。」 
○労働安全衛生規則（昭和 22
年 10 月 31 日労働省令第 9
号）第 39 条第 1 項「法第四十
七條第一項の規定により、前條
第一項第一号乃至第三号に掲げ
る機械及び器具について、性能
檢査の有効期間が満了した後、
引続き使用しようとするとき
は、樣式第十号による申請書
を、所轄労働基準監督署長に提
出しなければならない。」 
第 230 条第 1 項「汽罐又は特
殊汽罐について、罐体檢査を受
けようとする者は、樣式第二十
一号による申請書に樣式第二十
二号甲、乙、丙による汽罐又は
特殊汽罐明細書を添え、所轄都
道府縣労働基準局長に提出しな
ければならない。（以下省略）」 
第 231 条「水管式汽罐、鑄鉄製
汽罐等の組立式の汽罐にあつて
は、第二百三十七條による設置

の認可を受けた後、罐体檢査を
受けることができる。」 
第 234 条「汽罐又は特殊汽罐の
溶接については、溶接檢査を受
けなければならない。 
2 溶接檢査を受けようとする
者は、樣式第二十五号による申
請書、樣式第二十六号による汽
罐、特殊汽罐又は附属裝置明細
書を添え、所轄都道府縣労働基
準局長に提出しなければならな
い。（以下省略）」 
第 236 条「溶接による汽罐、特
殊汽罐又は附属裝置は、溶接檢
査に合格したものでなければ罐
体檢査を受けることができな
い。」 
第 237 条「汽罐又は特殊汽罐を
設置しようとする者は、樣式第
二十七号による認可申請書に、
汽罐又は特殊汽罐明細書を添
え、所轄（移動式汽罐にあつて
は、その主たる作業事務所所在
地）労働基準監督署長に提出し
なければならない。」 
第 238 条「罐体檢査を受けた後
一年以上経過した汽罐又は特殊
汽罐を設置しようとするとき
は、所轄労働基準監督署長の性
能檢査を受けなければならな
い。」 

 
法第 37 条の法制史でも詳述した通り、

ボイラーに関しては、事故が発生した場合
の損害の大きさに鑑みて、古くから検査が
行われてきた。規制の内容については、ボ
イラーの缶体に関する検査、および設置に
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関する検査について規制が設けられてきた。 
1935 年に制定された汽罐取締令におい

ては、それ以前の各府県における検査の内
容が地域によって異なっていたことから、
ボイラーの製造者にも設置者にも極めて不
利不便であり、ボイラーの技術的進歩に対
して十分な対応ができていなかったことに
鑑みて、全国的に統一された取締法規を定
めることを目的としていた 51。 
この取締令では、ボイラーに関する製造

上の検査である缶体検査と並び、設置上の
汽缶検査として、竣功検査、修繕変更検査、
更新検査、臨時検査、再使用検査をそれぞ
れ定めていた。このうち、缶体検査につい
ては、ボイラーの種類によって検査も異な
るとして、最低限の検査として水圧試験を
実施すべきとされていた（汽罐取締令第 6
条 2項）。 
（未完） 
 

2.5.1.2 クレーン・デリック・エレベータ
ー・リフト 

労働基
準法 

○労働基準法（昭和 22 年 4 月
7 日法律 49 号）47 条第 1 項
「前條第二項の機械及び器具
は、認可を受けた後、命令で定
める期間を経過した場合におい
ては、行政官廳の行う性能檢査
に合格したものでなければ使用
してはならない。」 
同条第 2 項「前項の性能檢査
は、同項の行政官廳の外、労働
に関する主務大臣が指定する他
の者に行わせることができ
る。」 
○労働安全衛生規則（昭和 22

年 10 月 31 日労働省令第 9
号）第 39 条第 1 項「法第四十
七條第一項の規定により、前條
第一項第一号乃至第三号に掲げ
る機械及び器具について、性能
檢査の有効期間が満了した後、
引続き使用しようとするとき
は、樣式第十号による申請書
を、所轄労働基準監督署長に提
出しなければならない。」 

 
2.5.2 背景となった災害等 
本条は、検査のための規定であるが、そ

の規制の必要性は、特定機械等の製造・設
置上の瑕疵が問題となった災害から生じて
おり、その意味では、前条で掲示した特定
機械等に関する災害は、そのまま当該機械
等の検査の必要性をも示すものでもある。
そのため、本条における背景となった災害
については、第 37 条の項目を参照された
い。 

 
2.6 運用 
2.6.1 適用の実際 
本条の対象となる特別特定機械等（ボイ

ラー、第一種圧力容器）に対する製造時検
査ついては、従来は都道府県労働局の安全
課の技官（産業安全専門官）が担当してい
たが、現在は法改正により登録製造時等検
査機関（表 8 を参照。主なところではボイ
ラー協会、ボイラー・クレーン安全協会が
ある）が実施することとなっている。なお、
登録製造時等検査機関による実施体制が整
うまでは都道府県労働局も製造時等検査を
行うこととされており、例えば、大阪労働
局の場合は、ボイラー協会に全面移行され
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たのは 2017 年 4月 1 日からである 52。 
労働基準監督官が臨検する際に、39 条

以下の規定に基づき検査証の提示を求める
ことはあるが、本条に基づく検査は臨検時
に実施されることはない 53。 
また、本条第 1 項に基づく製造時等検査

のうち、溶接によるボイラー、第一種圧力
容器に関する構造検査、溶接検査は、溶接
検査が先に実施され、構造検査はその後に
実施される 54。 

 
2.6.2 関連判例 
前条にて取り上げた富士ブロイラー事件

の高裁判決は、本条に基づく検査の趣旨に
ついて、「製造者又は設置者が安全性を有
するとして製造、設置した第一種圧力容器
について、実際に安全性を有するか否かを
基準（規則及び構造規格）に従つて確認す
るものであり、それ以上に包括的かつ綿密
な検査をするわけではなく、積極的に危険
を防止する措置を自らとるものでもな」い
として、検査の趣旨はあくまでも当該特定
機械等の使用される場所にて労働に従事す
るものの生命、身体、健康を災害から保護
することを目的とするものであるから、
「検査ずみの安全性の確保された圧力容器
を使用して営業を継続することができると
いう利益、あるいは正しい検査が行われて
いれば申請が不合格となり、その結果使用
に起因する損害を免れるという利益」を製
造者や設置者が享受しうるとしても、「そ
れは、労働者の安全確保を目的とする法及
び規則を適用した結果生じた事実上の利益
にすぎない」と判示している。 
本件では、当該特定機械等の検査を申請

したのは製造者であり、設置した訴訟当事

者ではないが、裁判所は、いずれの者であ
っても結論は変わらないとしている。 
結局、法第 37 条の製造許可も含めて、

これら行政上の手続に関して訴訟当事者と
なり得るのは、当該手続により直接的な利
益を享受する者でなければならず、安衛法
の目的からすれば、それは当該特定機械等
の危険により、生命、身体、健康が損なわ
れる可能性がある労働者のみということに
なろう。 

 
2.7 改正提案 

 
3 第 39条（検査証の交付等） 
3.1 条文 
第三十九条 都道府県労働局長又は登録製
造時等検査機関は、前条第一項又は第二項
の検査（以下「製造時等検査」という。）
に合格した移動式の特定機械等について、
厚生労働省令で定めるところにより、検査
証を交付する。 
2 労働基準監督署長は、前条第三項の検
査で、特定機械等の設置に係るものに合格
した特定機械等について、厚生労働省令で
定めるところにより、検査証を交付する。 
3 労働基準監督署長は、前条第三項の検
査で、特定機械等の部分の変更又は再使用
に係るものに合格した特定機械等につい
て、厚生労働省令で定めるところにより、
当該特定機械等の検査証に、裏書を行う。 
（昭五八法五七・平四法五五・平一一法八
七・平一一法一六〇・平一五法一〇二・一
部改正） 

 
3.2 関連政省令 
本条に関連する政省令としては、各特定
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たのは 2017 年 4月 1 日からである 52。 
労働基準監督官が臨検する際に、39 条

以下の規定に基づき検査証の提示を求める
ことはあるが、本条に基づく検査は臨検時
に実施されることはない 53。 
また、本条第 1 項に基づく製造時等検査

のうち、溶接によるボイラー、第一種圧力
容器に関する構造検査、溶接検査は、溶接
検査が先に実施され、構造検査はその後に
実施される 54。 

 
2.6.2 関連判例 
前条にて取り上げた富士ブロイラー事件

の高裁判決は、本条に基づく検査の趣旨に
ついて、「製造者又は設置者が安全性を有
するとして製造、設置した第一種圧力容器
について、実際に安全性を有するか否かを
基準（規則及び構造規格）に従つて確認す
るものであり、それ以上に包括的かつ綿密
な検査をするわけではなく、積極的に危険
を防止する措置を自らとるものでもな」い
として、検査の趣旨はあくまでも当該特定
機械等の使用される場所にて労働に従事す
るものの生命、身体、健康を災害から保護
することを目的とするものであるから、
「検査ずみの安全性の確保された圧力容器
を使用して営業を継続することができると
いう利益、あるいは正しい検査が行われて
いれば申請が不合格となり、その結果使用
に起因する損害を免れるという利益」を製
造者や設置者が享受しうるとしても、「そ
れは、労働者の安全確保を目的とする法及
び規則を適用した結果生じた事実上の利益
にすぎない」と判示している。 
本件では、当該特定機械等の検査を申請

したのは製造者であり、設置した訴訟当事

者ではないが、裁判所は、いずれの者であ
っても結論は変わらないとしている。 
結局、法第 37 条の製造許可も含めて、

これら行政上の手続に関して訴訟当事者と
なり得るのは、当該手続により直接的な利
益を享受する者でなければならず、安衛法
の目的からすれば、それは当該特定機械等
の危険により、生命、身体、健康が損なわ
れる可能性がある労働者のみということに
なろう。 

 
2.7 改正提案 

 
3 第 39条（検査証の交付等） 
3.1 条文 
第三十九条 都道府県労働局長又は登録製
造時等検査機関は、前条第一項又は第二項
の検査（以下「製造時等検査」という。）
に合格した移動式の特定機械等について、
厚生労働省令で定めるところにより、検査
証を交付する。 
2 労働基準監督署長は、前条第三項の検
査で、特定機械等の設置に係るものに合格
した特定機械等について、厚生労働省令で
定めるところにより、検査証を交付する。 
3 労働基準監督署長は、前条第三項の検
査で、特定機械等の部分の変更又は再使用
に係るものに合格した特定機械等につい
て、厚生労働省令で定めるところにより、
当該特定機械等の検査証に、裏書を行う。 
（昭五八法五七・平四法五五・平一一法八
七・平一一法一六〇・平一五法一〇二・一
部改正） 

 
3.2 関連政省令 
本条に関連する政省令としては、各特定
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機械等に関する安全規則の中で、特定機械
等への刻印、検査証の交付について規定さ
れている。 
3.2.1 ボイラー及び圧力容器安全規則 
第五条 
4 登録製造時等検査機関は、構造検査に
合格したボイラーに様式第四号による刻印
を押し、かつ、そのボイラー明細書に様式
第五号による構造検査済の印を押して申請
者に交付する。 
5 登録製造時等検査機関は、構造検査に
合格した移動式ボイラーについて、申請者
に対しボイラー検査証（様式第六号）を交
付する。 
第十二条 
5 登録製造時等検査機関は、使用検査に
合格したボイラーに様式第四号による刻印
を押し、かつ、そのボイラー明細書に様式
第十四号による使用検査済の印を押して申
請者に交付する。 
6 登録製造時等検査機関は、使用検査に
合格した移動式ボイラーについて、申請者
に対しボイラー検査証（様式第六号）を交
付する。 
 
3.3 趣旨と内容 
3.3.1 趣旨 
第 38 条に基づき、特定機械等について

は各種の検査（構造検査、溶接検査、使用
検査、製造検査、変更検査、使用再開検
査）が行われ、これら検査に合格して初め
て特定機械等を使用することが可能となる。
第 39 条は、当該特定機械等がこれらの検
査に合格した旨を確認できるようにするた
めに、検査証の交付および裏書きについて
規定したものである。 

 
3.3.2 内容 
本条は、前条第 1 項または第 2 項に定め
られた検査に合格した特定機械等について
検査証を交付する旨を定めたものである。 
 

3.3.3 関連規定 
 

3.4 沿革 
3.4.1 法制史 
3.4.1.1 ボイラー・圧力容器 
汽罐取
締令 

○汽罐取締令（昭和 10 年 4 月
9 日内務省令第 20 号）第 7 条
第 2 項「罐体檢査ニ合格シタル
トキハ汽罐ニ別記第四号様式ニ
依ル刻印ヲ押刻シ汽罐明細書一
通ニ別記第五号様式ニ依ル罐体
検査済ノ印ヲ押捺シ之ヲ交付
ス」 
第 8 条第 2 項「竣功検査ニ合格
シタトキハ別記第七号様式ノ汽
罐合格証ヲ交付ス」 

労働基
準法 

○労働基準法（昭和 22 年 4 月
7 日法律 49 号）47 条第 1 項
「前條第二項の機械及び器具
は、認可を受けた後、命令で定
める期間を経過した場合におい
ては、行政官廳の行う性能檢査
に合格したものでなければ使用
してはならない。」 
○労働安全衛生規則（昭和 22
年 10 月 31 日労働省令第 9
号）第 230 条第 2 項「都道府
縣労働基準局長は、罐体檢査に
合格した汽罐又は特殊汽罐に樣
式第二十三号による刻印を押
し、且つ汽罐又は特殊汽罐明細
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書に樣式第二十四号による罐体
檢査済の印を押して、これを交
付する。」 
第 234 条第 2 項「都道府縣労
働基準局長は、溶接檢査に合格
した汽罐、特殊汽罐又は附属裝
置に、樣式第二十三号による刻
印を押し、溶接明細書に、樣式
第二十四号による溶接檢査済の
印を押して、これを交付す
る。」 

 
3.4.2 背景となった災害等 
本条は、第 38 条に基づく検査に関連し

て検査証の交付について定める規定である。
前条と同様に、その規制の必要性は、特定
機械等の製造・設置上の瑕疵が問題となっ
た災害から生じており、第 37 条で掲示し
た特定機械等に関する災害は、そのまま当
該機械等の検査の必要性をも示すものでも
あるため、本条における背景となった災害
については、第 37 条の項目を参照された
い。 

 
3.5 運用 
3.5.1 運用の実際 
検査証は、前条に基づき検査を実施した

機関（都道府県労働局長、登録製造時等検
査機関、労働基準監督署長）がそれぞれの
名において発行することとなっており、更
新の際の性能検査および検査証の裏書きに
ついても、それぞれの担当機関が行うこと
とされている。 
こうした検査機能の分散は、検査の趣旨

もさることながら、安全行政を担う専門技
官の不足と民間活用という観点が大きいも

のと現場では認識されている 55。 
 

3.5.2 関係判例 
 

4 第 40条（使用等の制限） 
4.1 条文 
第四十条 前条第一項又は第二項の検査証
（以下「検査証」という。）を受けていな
い特定機械等（第三十八条第三項の規定に
より部分の変更又は再使用に係る検査を受
けなければならない特定機械等で、前条第
三項の裏書を受けていないものを含む。）
は、使用してはならない。 
2 検査証を受けた特定機械等は、検査証
とともにするのでなければ、譲渡し、又は
貸与してはならない。 
（昭五八法五七・一部改正） 

 
4.2 趣旨と内容 
4.2.1 趣旨 
本条は、欠陥のある特定機械等が使用さ

れることを排除するために、第 39 条の規
定に基づく検査証の交付を受けていない特
定機械等について、当該特定機械等の使用
を禁止し、また当該特定機械等を譲渡・貸
与する場合においては、検査証と共に行わ
なければならない旨を定めたものである。 

 
4.2.2 内容 
4.2.2.1 罰則 
法 40 条第 1 項の規定に違反した者につ

いては、第 119 条の規定により、6 ヵ月以
下の懲役または 50 万円以下の罰金に処せ
られる。また、同条第 2 項に違反した事業
者については、法第 120 条の規定により、
50 万円以下の罰金に処せられる。 
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書に樣式第二十四号による罐体
檢査済の印を押して、これを交
付する。」 
第 234 条第 2 項「都道府縣労
働基準局長は、溶接檢査に合格
した汽罐、特殊汽罐又は附属裝
置に、樣式第二十三号による刻
印を押し、溶接明細書に、樣式
第二十四号による溶接檢査済の
印を押して、これを交付す
る。」 

 
3.4.2 背景となった災害等 
本条は、第 38 条に基づく検査に関連し

て検査証の交付について定める規定である。
前条と同様に、その規制の必要性は、特定
機械等の製造・設置上の瑕疵が問題となっ
た災害から生じており、第 37 条で掲示し
た特定機械等に関する災害は、そのまま当
該機械等の検査の必要性をも示すものでも
あるため、本条における背景となった災害
については、第 37 条の項目を参照された
い。 

 
3.5 運用 
3.5.1 運用の実際 
検査証は、前条に基づき検査を実施した

機関（都道府県労働局長、登録製造時等検
査機関、労働基準監督署長）がそれぞれの
名において発行することとなっており、更
新の際の性能検査および検査証の裏書きに
ついても、それぞれの担当機関が行うこと
とされている。 
こうした検査機能の分散は、検査の趣旨

もさることながら、安全行政を担う専門技
官の不足と民間活用という観点が大きいも

のと現場では認識されている 55。 
 

3.5.2 関係判例 
 

4 第 40条（使用等の制限） 
4.1 条文 
第四十条 前条第一項又は第二項の検査証
（以下「検査証」という。）を受けていな
い特定機械等（第三十八条第三項の規定に
より部分の変更又は再使用に係る検査を受
けなければならない特定機械等で、前条第
三項の裏書を受けていないものを含む。）
は、使用してはならない。 
2 検査証を受けた特定機械等は、検査証
とともにするのでなければ、譲渡し、又は
貸与してはならない。 
（昭五八法五七・一部改正） 

 
4.2 趣旨と内容 
4.2.1 趣旨 
本条は、欠陥のある特定機械等が使用さ

れることを排除するために、第 39 条の規
定に基づく検査証の交付を受けていない特
定機械等について、当該特定機械等の使用
を禁止し、また当該特定機械等を譲渡・貸
与する場合においては、検査証と共に行わ
なければならない旨を定めたものである。 

 
4.2.2 内容 
4.2.2.1 罰則 
法 40 条第 1 項の規定に違反した者につ

いては、第 119 条の規定により、6 ヵ月以
下の懲役または 50 万円以下の罰金に処せ
られる。また、同条第 2 項に違反した事業
者については、法第 120 条の規定により、
50 万円以下の罰金に処せられる。 
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4.2.3 関連規定 

 
4.3 沿革 

 
4.3.1 法制史 

 
4.3.2 背景となった災害等 
本条は、第 38 条に基づく検査に関連し

て検査証の交付について定める規定である。
前条と同様に、その規制の必要性は、特定
機械等の製造・設置上の瑕疵が問題となっ
た災害から生じており、第 37 条で掲示し
た特定機械等に関する災害は、そのまま当
該機械等の検査の必要性をも示すものでも
あるため、本条における背景となった災害
については、第 37 条の項目を参照された
い。 

 
4.4 運用 
4.4.1 運用の実際 
本条に定める検査証の交付に関する適用

の実際としては、行政官アンケート結果に
よれば、以下のような事例がある。 
① 町工場で、落成検査を受けずにつり

上げ荷重が 10 トンのクレーンを設置し、
クレーンのフックに 2.8 トンの表示をして、
あたかも検査証が必要ないクレーンと偽装
して使用していたものについて、検査証を
受けていない特定機械を使用していたとし
て書類送検した事例 56。 
② 製造業の工場において、建設リフト

（積載荷重 3.0 トン）につき、その検査証
の有効期間を更新せず（性能検査を受検せ
ず）に使用を継続していたことが判明し適
用した事例 57。 

 
4.4.2 関係判例 

 
5 第 41条（検査証の有効期間等） 
5.1 条文 
第四十一条 検査証の有効期間（次項の規
定により検査証の有効期間が更新されたと
きにあつては、当該更新された検査証の有
効期間）は、特定機械等の種類に応じて、
厚生労働省令で定める期間とする。 
2 検査証の有効期間の更新を受けようと
する者は、厚生労働省令で定めるところに
より、当該特定機械等及びこれに係る厚生
労働省令で定める事項について、厚生労働
大臣の登録を受けた者（以下「登録性能検
査機関」という。）が行う性能検査を受け
なければならない。 
（平四法五五・平一一法一六〇・平一五法
一〇二・一部改正） 

 
5.2 趣旨と内容 
5.2.1 趣旨 
特定機械等については、機械である以上、

一定期間を経過すると腐食・摩耗等により
性能が劣化していくことは避けられないた
め、これら特定機械等を継続して使用する
ためには、定期的に検査を行い、安全性能
の低下の有無についてチェックする必要が
ある。本条は、このような観点から、特定
機械等の種類に応じて、検査証の有効期間
を定め、更新にあたっては、期間満了前に
性能検査を受けることを義務づけるもので
ある。 

 
5.2.2 内容 
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5.2.3 関連規定 
 

5.3 沿革 
 

5.3.1 法制史 
 

5.3.2 背景となった災害等 
本条は、第 38 条に基づく検査に関連し

て検査証の交付について定める規定である。
前条と同様に、その規制の必要性は、特定
機械等の製造・設置上の瑕疵が問題となっ
た災害から生じており、第 37 条で掲示し
た特定機械等に関する災害は、そのまま当
該機械等の検査の必要性をも示すものでも
あるため、本条における背景となった災害
については、第 37 条の項目を参照された
い。 

 
5.4 運用 
5.4.1 運用の実際 
本条については、検査証の有効期間につ

いて定めた規定であるが、適用の実際とし
て、労働基準監督官の臨検時には、特定機
械等について、必ず検査証の提示を求め、
検査を受けているかどうか、有効期限を超
えていないかを確認するようになっている
とされ、本条に基づく特定機械等の有効期
間を把握しておくことは非常に重要である。 
現場の行政官からの情報提供として、臨

検の際に一番見る機械は移動式クレーンで、
これについてはほぼ全数の確認を行ってい
るほか、有効期間の確認に併せて、オペレ
ーターの免許、定期点検の記録等について
も確認を行っている 58。 

 
5.4.2 関係判例 

5.4.2.1 公益社団法人ボイラ・クレーン安
全協会事件 

（1） 事実の概要 
原告 X 協会は、安衛法第 41 条第 2 項が

定める登録性能検査機関であり、ボイラー、
クレーン等について検査・検定等の事業を
行うことを目的とする公益社団法人である。 

X 協会 A 地方事務所の検査員は、A 県内
の B 工場に設置された特定機械等である天
井クレーン（本件クレーン）について、安
衛法第 41 条第 2項に基づいて、平成 23年、
平成 25 年、平成 29 年に性能検査を実施し、
検査証の有効期間を更新した。しかし、本
件クレーンは、これら性能検査に基づき有
効期間が更新された当時において、本件ク
レーンに設置された歩道は、工場の天井の
梁から手すりまでの間隔が 0.08m、歩道の
底面までの間隔が 1.18m しかなく、クレ
ーン則第 13 条の離隔基準（歩道の手すり
まで 0.4m、歩道の底面まで 1.8m）に適合
していない状態であった。 
平成 28 年 10 月 7 日に、B 工場において

本件クレーンの整備を担当する労働者が、
当該クレーン上の歩道の手すりと工場の梁
との間に挟まれて死亡するという事故が発
生した。厚生労働大臣は、X 協会 B 事務所
の検査員が、本件クレーンに不備があった
にもかかわらず性能検査に合格させ、検査
証を更新したことに対して、平成 29 年 4
月 1 日から同年 5 月 31 日までの 2 ヶ月間、
X 協会 B 事務所によるクレーンにかかる性
能検査業務を停止するとともに（本件業務
停止命令）、今後の天井クレーンにかかる
性能検査において、離隔基準の適合性を含
めて合否判定を行うべきことを命じた（本
件業務改善命令）。 
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5.2.3 関連規定 
 

5.3 沿革 
 

5.3.1 法制史 
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間を把握しておくことは非常に重要である。 
現場の行政官からの情報提供として、臨

検の際に一番見る機械は移動式クレーンで、
これについてはほぼ全数の確認を行ってい
るほか、有効期間の確認に併せて、オペレ
ーターの免許、定期点検の記録等について
も確認を行っている 58。 

 
5.4.2 関係判例 

5.4.2.1 公益社団法人ボイラ・クレーン安
全協会事件 

（1） 事実の概要 
原告 X 協会は、安衛法第 41 条第 2 項が

定める登録性能検査機関であり、ボイラー、
クレーン等について検査・検定等の事業を
行うことを目的とする公益社団法人である。 

X 協会 A 地方事務所の検査員は、A 県内
の B 工場に設置された特定機械等である天
井クレーン（本件クレーン）について、安
衛法第 41 条第 2項に基づいて、平成 23年、
平成 25 年、平成 29 年に性能検査を実施し、
検査証の有効期間を更新した。しかし、本
件クレーンは、これら性能検査に基づき有
効期間が更新された当時において、本件ク
レーンに設置された歩道は、工場の天井の
梁から手すりまでの間隔が 0.08m、歩道の
底面までの間隔が 1.18m しかなく、クレ
ーン則第 13 条の離隔基準（歩道の手すり
まで 0.4m、歩道の底面まで 1.8m）に適合
していない状態であった。 
平成 28 年 10 月 7 日に、B 工場において

本件クレーンの整備を担当する労働者が、
当該クレーン上の歩道の手すりと工場の梁
との間に挟まれて死亡するという事故が発
生した。厚生労働大臣は、X 協会 B 事務所
の検査員が、本件クレーンに不備があった
にもかかわらず性能検査に合格させ、検査
証を更新したことに対して、平成 29 年 4
月 1 日から同年 5 月 31 日までの 2 ヶ月間、
X 協会 B 事務所によるクレーンにかかる性
能検査業務を停止するとともに（本件業務
停止命令）、今後の天井クレーンにかかる
性能検査において、離隔基準の適合性を含
めて合否判定を行うべきことを命じた（本
件業務改善命令）。 
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X 協会は、本件業務停止命令および本件
業務改善命令の取消を求めて訴を提起した。
本件における主な争点は、① クレーンに
かかる性能検査を行う際に、離隔基準との
適合性も検査すべきか、② 本件クレーン
に離隔基準が適用されるか否かである。な
お、本件業務停止命令及び本件業務改善命
令の取消それ自体については、X 協会がそ
の実施状況について報告したことによりそ
の目的が達成され、処分の効果はすでに消
滅していることから、処分の取消による訴
えの利益がないとして却下されたため、以
下では、上記の 2 つの争点についての裁判
所の判断を検討する。 

 
（2） 第一審判決（東京地判平成 30 年 11

月 9日） 
 
 

（3） 検討 
疑問点 
・性能検査とは、あくまでも特定機械等

の機械としての動作に問題がないかを確認
すべきものなのではないか。 
・本件判決は、本件クレーンにおける歩

道の設置が、クレーン則に基づく変更検査
の対象とはならないことを前提として、離
隔基準についても性能検査の対象となるべ
き旨を判示しているものと考えられるが、
当該特定機械等の落成検査後に何かしらの
付属物等を設置した場合には、性能検査の
際にその旨の申出を事業者に義務づけるべ
きではないのか。 

 
Ｄ．および E．考察および結論 
労働安全衛生法は、労働災害の防止の危

険防止基準の確立の一環として、第 5 章に
おいて、機械並びに危険物および有害物に
関する規制を行っている。本分担研究は、
この第 5 章のうち、機械等に関する規制を
行う第 37 条から第 41 条の逐条解説を目的
とするものである。 
法第 37 条の趣旨・沿革から明らかにな

ったこととして、本条の特定機械等につい
ては、古いものでは明治初期から当該機械
に関する災害の事例が存在しており、また、
かかる災害に対する法的な規制も様々な形
で行われてきていた。そうして、1972 年
の安衛法制定時には、これら特定機械等に
対する製造許可制の仕組はすでに確立され
ており、本条はかかる現状を追認したもの
ということができる。ただし、このことは、
これら特定機械等以外の機械について本条
に基づく製造許可制を導入することを排除
するものではないから、先ずは、本条にお
ける「特に危険な作業を必要とする機械」
について判断基準を確立し、必要に応じて
新たな特定機械等の追加について検討する
ことが解釈上の課題になるものと思われる。 
また、法第 38 条については、特定機械

等が安全に設置されていることを確認する
ための各種検査が規定されている。それぞ
れの検査については、各特定機械等の製造
および設置における安全性を確保するため
には必要不可欠であるといえよう。これら
検査の具体的内容は、特定機械等に関する
規制の構造上、各安全規則に委ねられてお
り、その安全規則の中でさらに各特定機械
ごとに検査に関する規制がほぼ同じ条文に
よって定められている。このような条文の
重複は、安衛法および各規則の全体的な視
認性を著しく阻害するものであるといえ、
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検査に関しては各安全規則とは別に統一的
な別規則を定めることも検討すべきなので
はないかと思われる。 

 
Ｆ．研究発表 

1．論文発表 
特になし。 
2．学会発表 
特になし。 
 

Ｇ．知的所有権の取得状況 
1．特許取得 
該当せず。 
2．実用新案登録 
該当せず。 
3．その他 
該当せず。 
 

Ｈ．引用文献 
以下の文末脚注を参照。

 
1 以上は、旧労働省労働基準局安全衛生

部安全課にて係長として安衛法制定に携わ
った唐沢正義氏（労働衛生コンサルタン
ト）からのご教示による。 

2 圧力容器については、ボイラー則第 49
条に同様の文言による規定が置かれている。 

3 以下、クレーン則には、移動式クレー
ン（第 53 条）、デリック（第 94 条）、エレ
ベーター（第 138 条）、建設用リフト（第
172 条）にそれぞれ同趣旨の規定が置かれ
ている。 

4 労務行政研究所編『労働安全衛生法—
労働法コンメンタール 10』（労務行政・平
成 29 年）383 頁。 

5 構造規格は、特定機械等ごとに定めら
 

 

れており、具体的には、ボイラー構造規格
（平成 15 年 4 月 30 日労働省告示第 197
号）、圧力容器構造規格（平成 15 年 4 月 3
0 日労働省告示 196 号）、クレーン構造規
格（平成 7 年 12 月 26 日労働省告示第 134
号）、移動式クレーン構造規格（平成 7 年
12 月 26 日労働省告示第 135 号）、デリツ
ク構造規格（昭和 37 年 10 月 31 日労働省
告示第 55 号）、簡易リフト構造規格（昭和
37 年 10 月 31 日労働省告示第 57 号）、建
設用リフト構造規格（昭和 37 年 10 月 31
日労働省告示第 58 号）、エレベーター構造
規格（平成 5 年 8 月 2 日労働省告示第 91
号）、ゴンドラ構造規格（平成 6 年 3 月 28
日労働省告示第 26 号）が制定されている。 

6 労働調査会『改訂 4 版 労働安全衛生
法の詳解—労働安全衛生法の逐条解説』
（労働調査会・平成 27 年）526 頁-527 頁
を参照。 

7 2 度の改正は、中央省庁等改革関係法
施行法（平成 11 年法律第 16 号）および公
益法人に係る改革を推進するための厚生労
働省関係法律の整備に関する法（平成 15
年法律第 150 号）である。後者の改正では、
1 項の「ボイラーその他の特に危険な作業
を必要とする機械等で」の部分が現行のも
のへと改正された。 

8 監督官アンケート結果の（00071監督
官）を参照。 

9 なお、蒸気ボイラー、温水ボイラー、
クレーン、エレベーターについては、安衛
法制定前の各安全規則の中に定義規定が置
かれていたが、安衛法施行令等の政令に特
定機械等の詳細な定義を置くのはなじまな
いとの当時の内閣法制局の判断から機械の
大枠のみが規定され、旧規則にて規定され
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検査に関しては各安全規則とは別に統一的
な別規則を定めることも検討すべきなので
はないかと思われる。 

 
Ｆ．研究発表 

1．論文発表 
特になし。 
2．学会発表 
特になし。 
 

Ｇ．知的所有権の取得状況 
1．特許取得 
該当せず。 
2．実用新案登録 
該当せず。 
3．その他 
該当せず。 
 

Ｈ．引用文献 
以下の文末脚注を参照。

 
1 以上は、旧労働省労働基準局安全衛生

部安全課にて係長として安衛法制定に携わ
った唐沢正義氏（労働衛生コンサルタン
ト）からのご教示による。 

2 圧力容器については、ボイラー則第 49
条に同様の文言による規定が置かれている。 

3 以下、クレーン則には、移動式クレー
ン（第 53 条）、デリック（第 94 条）、エレ
ベーター（第 138 条）、建設用リフト（第
172 条）にそれぞれ同趣旨の規定が置かれ
ている。 

4 労務行政研究所編『労働安全衛生法—
労働法コンメンタール 10』（労務行政・平
成 29 年）383 頁。 

5 構造規格は、特定機械等ごとに定めら
 

 

れており、具体的には、ボイラー構造規格
（平成 15 年 4 月 30 日労働省告示第 197
号）、圧力容器構造規格（平成 15 年 4 月 3
0 日労働省告示 196 号）、クレーン構造規
格（平成 7 年 12 月 26 日労働省告示第 134
号）、移動式クレーン構造規格（平成 7 年
12 月 26 日労働省告示第 135 号）、デリツ
ク構造規格（昭和 37 年 10 月 31 日労働省
告示第 55 号）、簡易リフト構造規格（昭和
37 年 10 月 31 日労働省告示第 57 号）、建
設用リフト構造規格（昭和 37 年 10 月 31
日労働省告示第 58 号）、エレベーター構造
規格（平成 5 年 8 月 2 日労働省告示第 91
号）、ゴンドラ構造規格（平成 6 年 3 月 28
日労働省告示第 26 号）が制定されている。 

6 労働調査会『改訂 4 版 労働安全衛生
法の詳解—労働安全衛生法の逐条解説』
（労働調査会・平成 27 年）526 頁-527 頁
を参照。 

7 2 度の改正は、中央省庁等改革関係法
施行法（平成 11 年法律第 16 号）および公
益法人に係る改革を推進するための厚生労
働省関係法律の整備に関する法（平成 15
年法律第 150 号）である。後者の改正では、
1 項の「ボイラーその他の特に危険な作業
を必要とする機械等で」の部分が現行のも
のへと改正された。 

8 監督官アンケート結果の（00071監督
官）を参照。 

9 なお、蒸気ボイラー、温水ボイラー、
クレーン、エレベーターについては、安衛
法制定前の各安全規則の中に定義規定が置
かれていたが、安衛法施行令等の政令に特
定機械等の詳細な定義を置くのはなじまな
いとの当時の内閣法制局の判断から機械の
大枠のみが規定され、旧規則にて規定され
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ていた定義規定は、安衛法制定時の通達
（昭和 47 年 9 月 18 日基発 602 号）に移
行している。以下は、この通達を基礎とし
て各特定機械等の解説を行う。なお、上記
の経緯は、旧労働省にて労働基準局安全衛
生部安全課係長として安衛法制定に携わっ
た唐沢正義氏からのご教授による。 

10 図 1から図 4 は、仙台市ガス局のガス
ボイラーに関する説明図を参照した。http
s://www.gas.city.sendai.jp/biz/boilers/inde
x.php （最終閲覧日:2020年 1月 20 日） 

11 ボイラーの区分に関する記載および図
は、日本ボイラー協会の以下の解説を参照
した。http://www.jbanet.or.jp/examinatio
n/classification/boiler.html （最終閲覧
日：2019 年 12 月 15日） 

12 圧力容器の区分に関する記載および図
は、日本ボイラー協会の以下の解説を参照
した。http://www.jbanet.or.jp/examinatio
n/classification/vessel_1.html（最終閲覧
日：2019年 12 月 15日） 

13 これらの図は、日本クレーン協会によ
る解説を参照した。http://www.cranenet.o
r.jp/tisiki/crane.html （最終閲覧日：2020
年 1月 5 日） 

14 図 18 および図 19はコベルコ建機（ht
tps://www.kobelco-kenki.co.jp/products/#
model）、図 20 および図 21 は株式会社タ
ダノ（https://www.tadano.co.jp/products/
index.html）、図 22 は保守用車データベー
ス MDCB（http://mcdb.sub.jp/forums/to
pic/kirow_multi-tasker-810n_unknown_jre
_multi-tasker-810n-2/）、図 23 は IHI 運搬
機械株式会社（http://www.iuk.co.jp/crane
/floating_crane.html）からそれぞれ引用し
た（最終閲覧日：2020年 8 月 8日）。 

 

 

15 これらの図は、日本クレーン協会によ
る解説を参照した。http://www.cranenet.o
r.jp/tisiki/crane.html （最終閲覧日：2020
年 1月 5 日） 

16 なお、日本産業規格（JIS）に則した圧
力容器の構造と設計についての解説によれ
ば、一般に圧力容器の設計にあたっては、
① 組立図（全体の構造と基本寸法、溶接
継手、管台、マンホールの位置、圧力容器
を溶接する非耐圧部材、内部品と外部品の
形状・寸法・位置）、② 展開図、③ 内部品
と外部品の詳細図、溶接の詳細（溶接施工
法）を作成する必要があるとされている。
小林英夫編『新版 圧力容器の構造と設
計』（日本規格協会・2018 年）76 頁以下
を参照。 

17 クレーン等安全規則の一部を改正する
省令の施行等について（昭和 46 年 9 月 7
日基発第 621 号）。安衛法施行に伴う通達
（クレーン等安全規則の施行について（昭
和 47 年 9 月 18 日基発第 598 号））によれ
ば、「旧規則に関する通達は、新規則の相
当条文に関する通達として取扱う」とされ
ており、上記通達も一部を除き引き続き効
力を有することとされている。 

18 兵庫労働局労働基準部安全課「クレー
ン製造許可申請のための手引」（2017 年 2
月）16 頁。https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo
-roudoukyoku/library/seizoukyokatebiki.pd
f （最終閲覧日：2020 年 2 月 10 日）。 

19 前掲註 16書 75頁。 
20 ボイラー製造許可基準によれば、上記

のほか、① 胴の内径が 300mm以下または
気水分離器を備えていない貫流ボイラー、
② くり抜きによる第一種圧力容器、③ 胴
の内径が 300mm 以下のボイラーまたは第
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一種圧力容器で溶接部がないもの、④ 鋳
鉄製ボイラーまたは鋳鉄製第一種圧力容器、
⑤ 波形炉筒または伸縮継手について、そ
れぞれ別表第二から第六まで定められてい
る。 

21 各試験の具体的な方法については、試
験方法については、JIS Z 3121（突合せ溶
接継手の引張試験方法）および JIS Z 3122
（突合せ溶接継手の曲げ試験方法）による
規格またはこれと同等と認められる規格に
定めるところによるものとされている。同
等な規格としては、国際標準化機構（IS
O）やアメリカ溶接協会（American Weldi
ng Society, AWS）によるものがある。 

22 簡易ボイラーは、安衛法施行令第 13
条第 25 号に定められ、簡易ボイラー等構
造規格（昭和 50 年労働省告示第 65 号）の
遵守のみが義務づけられている。 

23 小型ボイラーは、安衛法施行令第１条
第 4 号に定められ、小型ボイラー及び小型
圧力容器構造規格（昭和 50 年労働省告示
84 号）に基づく製造、製造・輸入時の個
別検定受検、設置報告、１年に１回の定期
自主検査などが義務づけられている。 

24 船舶安全法は国土交通省の管轄であり、
安全な運航のために船舶に関する設備要件
や定期検査について定めたものである。ま
た電気事業法は通商産業省の管轄であり、
「電気工作物の工事、維持及び運用を規制
することによつて、公共の安全を確保し、
及び環境の保全を図ること」が目的の一つ
となっている。いずれの法律においても、
製造自体の許可制ではなく、一定規格に沿
ったボイラーの設置、定期的な検査の実施
等が義務づけられている。 

25 （簡易）容器は、安衛法施行令第 13
 

 

条第 26 号に定められ、簡易ボイラー等構
造規格の遵守のみが義務付けられているが、
製造許可や性能検査等については義務づけ
られていない。なお、条文上は単なる「容
器」とされており、（簡易）容器とは法律
用語上定義づけられた用語ではない。 

26 安衛法施行令第 1 条第 5 号に定められ、
小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格に
基づく製造、製造・輸入時の個別検定受検、
設置報告、1 年に 1 回の定期自主検査など
が義務づけられている 

27 高圧ガス保安法は、高圧ガスによる災
害防止を目的として、ガスの容器の製造に
ついて規制するものであり、ガス事業法は
ガス事業者への規制として、ガスの容器や
配管、導管等のガス工作物に関して、技術
基準への適合や自主的な保安検査等を事業
者に義務づけるものである。また、液石法
は、液化石油ガスの販売・製造等に関する
規制を通じて液化石油ガスによる災害の防
止という目的のために、その貯蔵施設が技
術基準に適合することを要求するとともに、
完成検査や保安検査を義務づけるものであ
る。上記の法律は、そのいずれについても
通商産業省の管轄となっている。 

28 寺本憲宗「ボイラー技術の系統化調
査」国立科学博物館『技術の系統化調査報
告 第 7集』（2007 年）9 頁以下を参照。 

29 中川一郎編『詳解ボイラ及び圧力容器
安全規則』（三晃社・1959 年）1 頁以下を
参照。 

30 読売新聞 1927（昭和 2）年 10 月 28
日朝刊には、同月 26 日に発生した松坂屋
建築現場における起重機倒壊事故現場を視
察した内務省都市計画課と復興局建築部の
担当者の話として、市街地建築物法には工
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一種圧力容器で溶接部がないもの、④ 鋳
鉄製ボイラーまたは鋳鉄製第一種圧力容器、
⑤ 波形炉筒または伸縮継手について、そ
れぞれ別表第二から第六まで定められてい
る。 

21 各試験の具体的な方法については、試
験方法については、JIS Z 3121（突合せ溶
接継手の引張試験方法）および JIS Z 3122
（突合せ溶接継手の曲げ試験方法）による
規格またはこれと同等と認められる規格に
定めるところによるものとされている。同
等な規格としては、国際標準化機構（IS
O）やアメリカ溶接協会（American Weldi
ng Society, AWS）によるものがある。 

22 簡易ボイラーは、安衛法施行令第 13
条第 25 号に定められ、簡易ボイラー等構
造規格（昭和 50 年労働省告示第 65 号）の
遵守のみが義務づけられている。 

23 小型ボイラーは、安衛法施行令第１条
第 4 号に定められ、小型ボイラー及び小型
圧力容器構造規格（昭和 50 年労働省告示
84 号）に基づく製造、製造・輸入時の個
別検定受検、設置報告、１年に１回の定期
自主検査などが義務づけられている。 

24 船舶安全法は国土交通省の管轄であり、
安全な運航のために船舶に関する設備要件
や定期検査について定めたものである。ま
た電気事業法は通商産業省の管轄であり、
「電気工作物の工事、維持及び運用を規制
することによつて、公共の安全を確保し、
及び環境の保全を図ること」が目的の一つ
となっている。いずれの法律においても、
製造自体の許可制ではなく、一定規格に沿
ったボイラーの設置、定期的な検査の実施
等が義務づけられている。 

25 （簡易）容器は、安衛法施行令第 13
 

 

条第 26 号に定められ、簡易ボイラー等構
造規格の遵守のみが義務付けられているが、
製造許可や性能検査等については義務づけ
られていない。なお、条文上は単なる「容
器」とされており、（簡易）容器とは法律
用語上定義づけられた用語ではない。 

26 安衛法施行令第 1 条第 5 号に定められ、
小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格に
基づく製造、製造・輸入時の個別検定受検、
設置報告、1 年に 1 回の定期自主検査など
が義務づけられている 

27 高圧ガス保安法は、高圧ガスによる災
害防止を目的として、ガスの容器の製造に
ついて規制するものであり、ガス事業法は
ガス事業者への規制として、ガスの容器や
配管、導管等のガス工作物に関して、技術
基準への適合や自主的な保安検査等を事業
者に義務づけるものである。また、液石法
は、液化石油ガスの販売・製造等に関する
規制を通じて液化石油ガスによる災害の防
止という目的のために、その貯蔵施設が技
術基準に適合することを要求するとともに、
完成検査や保安検査を義務づけるものであ
る。上記の法律は、そのいずれについても
通商産業省の管轄となっている。 

28 寺本憲宗「ボイラー技術の系統化調
査」国立科学博物館『技術の系統化調査報
告 第 7集』（2007 年）9 頁以下を参照。 

29 中川一郎編『詳解ボイラ及び圧力容器
安全規則』（三晃社・1959 年）1 頁以下を
参照。 

30 読売新聞 1927（昭和 2）年 10 月 28
日朝刊には、同月 26 日に発生した松坂屋
建築現場における起重機倒壊事故現場を視
察した内務省都市計画課と復興局建築部の
担当者の話として、市街地建築物法には工
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事用仮設工作物に対する規定がないために
改正の必要があるとの記事があり、また、
同日の朝日新聞夕刊には、警視庁の保安課
および建築課の課長が視察を行い、起重機
による危険が予想される場合には、保安
課・建築課の協議の上で新たに取締規則を
設けることになると報じられている。ただ
し、その後の法改正あるいは取締規則の制
定などにつながったか否かは不明である。 

31 労働法令通信 15 巻 26 号 1 頁（1962
年）以下にある解説によれば、旧クレーン
則制定直前のクレーン設置数は、1960（昭
和 35）年が総計 33,136 台であったのに対
し、翌年 1961（昭和 36）年には 43,528
台と約 32％の増加となっていた。また、
クレーン等を原因とする休業 8 日以上の災
害件数は、1958（昭和 33）年が 3,406 件
（うち死亡災害件数 118 件）、1959（昭和
34）年が 4,519 件（同 167 件）、1960 年が
5,029 件（242 件）となっていた。 

32 労働法令通信 14 巻 15 号 2 頁（1961
年）。 

33 昭和 38 年 5 月 16 日労働省令第 10 号。 
34 これらの記述は、労働法令通信 22 巻

26 号 44頁（1969 年）を参照した。 
35 官報 1725 号（明治 22 年 4 月 4 日）3

1 頁-32頁。 
36 都道府県労働局に産業安全専門官が配

置されていない場合には、同じく専門技官
である労働衛生専門官が担当する。安衛法
第 93 条第 1 項は、産業安全専門官および
労働衛生専門官は、厚生労働省、都道府県
労働局、労働基準監督署に産業安全専門官
および労働衛生専門官を置くこととしてい
るものの、処遇（賃金等級）や格付けの関
係から人数が少ない課の場合には、いずれ

 

 

か一方しか配置されていないことがある。 
37 以上の記述は、玉泉孝次氏（）のご教

示によるものである。 
38 以上の記述は、篠原耕一氏のご教示に

よるものである。 
39 以上の記述は、玉泉・篠原両氏のご教

示によるものである。 
40 監督官アンケート結果の（00071 監督

官）を参照。前掲註 8 における「製造しよ
うとする」時期について解釈上の論点を示
した事案である。 

41 各特定機械等の安全規則中の該当条項
は以下の通りである。第一種圧力容器（変
更検査：ボイラー則 77 条、使用再開検
査：同 81 条）移動用クレーン（変更検
査：クレーン則 86 条、使用再開検査：同
90 条）、デリック（落成検査：同 97 条、
変更検査：同 130 条、使用再開検査：同 1
34 条）、エレベーター（落成検査：同 141
条、変更検査 164 条、使用再開検査：同 1
68 条）、建設用リフト（落成検査：同 175
条、変更検査：同 198 条）。 

42 外国事業者による形式承認等の取得の
円滑化のための関係法律の一部を改正する
法律（昭和 58 年法律第 57 号）。 

43 許可、認可等の整理および合理化に関
する法律（平成 6 年法律第 97 号）により、
本条第 1項に但書が追加された。 

44 地方分権推進法による改正では、検査
担当者を都道府県労働基準局長から都道府
県労働局長へ変更と変更された。また、中
央省庁等改革関係施行法（平成 11 年法律
第 87 号）により、労働省から厚生労働省
へと名称が変更された。 

45 表 8 については、厚生労働省のホーム
ページを参照した。https://www.mhlw.go.j
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p/content/000571026.pdf 
46 この通達については、平成 24 年 2 月

13 日に全部改正が行われており、規制緩
和の観点から従前都道府県労働局長により
実施されてきた製造時等検査について、登
録製造時検査機関に実施主体が移行された
ものである。 

47 なお、この別紙上は、ボイラーと第一
種圧力容器について別個に検査手法が定め
られているが、検査手法そのものはいずれ
も同じであり、依拠すべき構造規格の条文
が異なることから別立ての記載となってい
るため、以下ではボイラーに関して実施さ
れる各種検査について詳述し、第一種圧力
容器については、相違点がある場合にのみ
言及することとする。 

48 溶接後熱処理は、JIS Z 3700（溶接後
熱処理方法）またはこれと同等と認められ
る規格により行われる。熱処理を行う際に
は、保持温度、保持時間、加熱速度、冷却
速度について自動的に記録を取らなければ
ならず、これらの温度・時間については母
材ごとに一定の範囲内にあることが定めら
れている。 

 

 

49 引張試験については、JIS Z 3121（突
合せ溶接継手の引張試験試験方法）、表曲
げ、裏曲げ、側曲げの各曲げ試験について
は、JIS Z 3122（突合せ溶接接手の曲げ試
験方法）に準ずるとされている。 

50 放射線検査の方法に関する JIS 規格は、
通常の鋼材については、JIS Z 3104（鋼溶
接継手の放射線透過試験方法）、ステンレ
ス鋼材については、JIS Z 3106（ステンレ
ス鋼溶接継手の放射線透過試験方法）に準
ずるとされている。 

51 厚生省編『汽罐取締令解説』（大日本
産業報國會・1936年）2頁以下を参照。 

52 以上は玉泉氏・篠原氏からのご教示に
よるものである。 

53 玉泉氏のご教示による 
54 篠原氏のご教示による 
55 以上の記述は、玉泉氏のご教示による

ものである。 
56 行政官アンケート（000157 監督官ま

たは元監督官）を参照。 
57 行政官アンケート（00130 監督官・技

官）を参照。 
58 玉泉氏のご教示による 
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p/content/000571026.pdf 
46 この通達については、平成 24 年 2 月

13 日に全部改正が行われており、規制緩
和の観点から従前都道府県労働局長により
実施されてきた製造時等検査について、登
録製造時検査機関に実施主体が移行された
ものである。 

47 なお、この別紙上は、ボイラーと第一
種圧力容器について別個に検査手法が定め
られているが、検査手法そのものはいずれ
も同じであり、依拠すべき構造規格の条文
が異なることから別立ての記載となってい
るため、以下ではボイラーに関して実施さ
れる各種検査について詳述し、第一種圧力
容器については、相違点がある場合にのみ
言及することとする。 

48 溶接後熱処理は、JIS Z 3700（溶接後
熱処理方法）またはこれと同等と認められ
る規格により行われる。熱処理を行う際に
は、保持温度、保持時間、加熱速度、冷却
速度について自動的に記録を取らなければ
ならず、これらの温度・時間については母
材ごとに一定の範囲内にあることが定めら
れている。 

 

 

49 引張試験については、JIS Z 3121（突
合せ溶接継手の引張試験試験方法）、表曲
げ、裏曲げ、側曲げの各曲げ試験について
は、JIS Z 3122（突合せ溶接接手の曲げ試
験方法）に準ずるとされている。 

50 放射線検査の方法に関する JIS 規格は、
通常の鋼材については、JIS Z 3104（鋼溶
接継手の放射線透過試験方法）、ステンレ
ス鋼材については、JIS Z 3106（ステンレ
ス鋼溶接継手の放射線透過試験方法）に準
ずるとされている。 

51 厚生省編『汽罐取締令解説』（大日本
産業報國會・1936年）2頁以下を参照。 

52 以上は玉泉氏・篠原氏からのご教示に
よるものである。 

53 玉泉氏のご教示による 
54 篠原氏のご教示による 
55 以上の記述は、玉泉氏のご教示による

ものである。 
56 行政官アンケート（000157 監督官ま

たは元監督官）を参照。 
57 行政官アンケート（00130 監督官・技

官）を参照。 
58 玉泉氏のご教示による 
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（資料） 
表 1 ボイラー及び第一種圧力容器の製造または検査のための設備 

（ボイラー製造許可基準 別表第一） 
ボイラー 第一種圧力容器 

次の設備を有すること。 
一 板曲げローラ 
二 プレス 
三 溶接機 
四 焼鈍炉 
五 水圧試験設備 
六 万能試験設備 
七 放射線検査設備 

次の設備を有すること。 
一 板曲げローラ 
二 プレス 
三 溶接機 
四 焼鈍炉（圧力容器構造規格の規定により溶
接後熱処理を行うことが必要とされるもの以外
のもののみを製造する場合を除く。） 
五 水圧試験設備 
六 万能試験設備 
七 衝撃試験設備（第五条第二項の表備考三の
規定により、衝撃試験を行うことが必要とされ
るものを製造する場合に限る。） 
八 非破壊試験設備（放射線検査、超音波探傷
試験、浸透探傷試験又は磁粉探傷試験に用いる
設備のうち必要なもの） 

 
表 2 主任設計者・工作責任者・工作者の基準 

 ボイラー及び第一種圧力容器 クレーン・ゴンドラ 
工作責任者 （ボイラー製造許可基準別表第一）次の各

号のいずれかに該当する者であること。 
一 学校教育法による大学又は高等専門
学校を卒業した者で、溶接によるボイラ
ー又は圧力容器の設計、工作又は検査に
ついて 2 年以上の経験があるもの（圧
力容器は 1 年以上） 
二 学校教育法による高等学校又は中等
教育学校を卒業した者で、溶接によるボ
イラー又は圧力容器の設計、工作又は検
査について 5 年以上の経験があるもの
（同 2 年以上） 
三 溶接によるボイラー又は圧力容器の
設計、工作又は検査について 8 年以上
の経験がある者（同 5 年以上） 

（クレーン等製造許可基準第 5 条） 
次の各号のいずれかに該当する者であるこ
と。 
一 学校教育法による大学又は高等専門
学校において、機械工学に関する学科を
専攻して卒業した者で、その後 3 年以
上クレーン等の設計又は工作の実務に従
事した経験を有するもの 
二 学校教育法による高等学校又は中等
教育学校において、機械工学に関する学
科を専攻して卒業した者で、その後 6
年以上クレーン等の設計又は工作の実務
に従事した経験を有するもの 
三 10 年以上クレーン等の設計又は工
作の実務に従事した経験を有する者 

主任設計者  （クレーン等製造許可基準第 4 条）次の各
号のいずれかに該当する者であること。 
一 大学又は高等専門学校において、機
械工学に関する学科を専攻して卒業した
者で、その後 5 年以上クレーン等の設
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計又は工作の実務に従事した経験を有す
るもの 
二 高等学校又は中等教育学校におい
て、機械工学に関する学科を専攻して卒
業した者で、その後 8 年以上クレーン
等の設計又は工作の実務に従事した経験
を有するもの 
三 12 年以上クレーン等の設計又は工
作の実務に従事した経験を有する者 

工作者 （ボイラー製造許可基準別表第一） 
ボイラー溶接士であること 

 

 

  
図 1 真空式温水ボイラー 

（温水ボイラー） 
図 2 炉筒煙管ボイラー 

（蒸気ボイラー） 

 

 

図 3 水管ボイラー 
（蒸気ボイラー） 

図 4 貫流ボイラー 
（蒸気ボイラー） 
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計又は工作の実務に従事した経験を有す
るもの 
二 高等学校又は中等教育学校におい
て、機械工学に関する学科を専攻して卒
業した者で、その後 8 年以上クレーン
等の設計又は工作の実務に従事した経験
を有するもの 
三 12 年以上クレーン等の設計又は工
作の実務に従事した経験を有する者 

工作者 （ボイラー製造許可基準別表第一） 
ボイラー溶接士であること 

 

 

  
図 1 真空式温水ボイラー 

（温水ボイラー） 
図 2 炉筒煙管ボイラー 

（蒸気ボイラー） 

 

 

図 3 水管ボイラー 
（蒸気ボイラー） 

図 4 貫流ボイラー 
（蒸気ボイラー） 
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図 5 最高使用圧力と伝熱面積による区

分（蒸気ボイラー） 
図 6 胴の内径と長さによる区分 

（蒸気ボイラー） 

 
図 7 開放管又はゲージ圧力 0.05MPa以下の U 形立管を蒸気部に取り付けたものによる

区分（いずれも内径 25 ㎜以上） 

  
図 8 温水ボイラーの区分 図 9 貫流ボイラーの区分 

  
図 10 最高使用圧力と内容積による区分

（圧力容器） 
図 11 胴の内径と長さによる区分 

（最高使用圧力≦0.1MPa）（圧力容器） 
 

表 3 クレーンの種類 
クレーン 天井クレーン 

－1035－



  分担研究報告書（井村 真己） 

58 
 

ジブクレーン 

橋形クレーン 

アンロ一ダ 

ケーブルクレーン 

テルハ 

スタッカー式クレーン 

その地 

表 4 クレーンの分類表 
大分類 中分類 小分類 細分類 

天井クレーン 

普通型天井クレーン 

ホイスト式天井クレーン 

トロリ式天井クレーン 
クラブトロリ式天井クレーン 
ロープトロリ式天井クレーン 
（セミロープトロリ式を含む） 

特殊型天井クレーン 

旋回マントロリ式天井クレーン 
すべり出し式天井クレーン 
旋回式天井クレーン 

製鉄用天井クレーン 

装入クレーン 
レードルクレーン 
鋼塊クレーン 
焼入れクレーン 
原料クレーン 
鍛造クレーン 

ジブクレーン 

ジブクレーン 

塔形・門形ジブクレーン 
塔形ジブクレーン 
高脚ジブクレーン 
片脚ジブクレーン 

低床ジブクレーン 
低床ジブクレーン 
ポスト型ジブクレーン 

クライミング式ジブクレーン 

つち形クレーン 

ホイスト式つち形クレーン 

トロリ式つち形クレーン 
クラブトロリ式つち形クレーン 
ロープトロリ式つち形クレーン 

クライミング式つち形クレーン 

引込みクレーン 

ダブルリンク式引込みクレーン 
スイングレバー式引込みクレーン 
ロープバランス式引込みクレーン 
テンションロープ式引込みクレーン 

壁クレーン 
ホイスト式壁クレーン 

トロリ式壁クレーン 
クラブトロリ式壁クレーン 
ロープトロリ式壁クレーン 

橋形クレーン 
普通型橋形クレーン 

ホイスト式橋形クレーン 

トロリ式橋形クレーン 
クラブトロリ式橋形クレーン 
ロープトロリ式橋形クレーン 
マントロリ式橋形クレーン 

特殊型橋形クレーン 旋回マントロリ式橋形クレーン 
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ジブクレーン 

橋形クレーン 

アンロ一ダ 

ケーブルクレーン 

テルハ 

スタッカー式クレーン 

その地 

表 4 クレーンの分類表 
大分類 中分類 小分類 細分類 

天井クレーン 

普通型天井クレーン 

ホイスト式天井クレーン 

トロリ式天井クレーン 
クラブトロリ式天井クレーン 
ロープトロリ式天井クレーン 
（セミロープトロリ式を含む） 

特殊型天井クレーン 

旋回マントロリ式天井クレーン 
すべり出し式天井クレーン 
旋回式天井クレーン 

製鉄用天井クレーン 

装入クレーン 
レードルクレーン 
鋼塊クレーン 
焼入れクレーン 
原料クレーン 
鍛造クレーン 

ジブクレーン 

ジブクレーン 

塔形・門形ジブクレーン 
塔形ジブクレーン 
高脚ジブクレーン 
片脚ジブクレーン 

低床ジブクレーン 
低床ジブクレーン 
ポスト型ジブクレーン 

クライミング式ジブクレーン 

つち形クレーン 

ホイスト式つち形クレーン 

トロリ式つち形クレーン 
クラブトロリ式つち形クレーン 
ロープトロリ式つち形クレーン 

クライミング式つち形クレーン 

引込みクレーン 

ダブルリンク式引込みクレーン 
スイングレバー式引込みクレーン 
ロープバランス式引込みクレーン 
テンションロープ式引込みクレーン 

壁クレーン 
ホイスト式壁クレーン 

トロリ式壁クレーン 
クラブトロリ式壁クレーン 
ロープトロリ式壁クレーン 

橋形クレーン 
普通型橋形クレーン 

ホイスト式橋形クレーン 

トロリ式橋形クレーン 
クラブトロリ式橋形クレーン 
ロープトロリ式橋形クレーン 
マントロリ式橋形クレーン 

特殊型橋形クレーン 旋回マントロリ式橋形クレーン 
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ジブクレーン式橋形クレーン 
引込みクレーン式橋形クレーン 

アンローダ 

橋形クレーン式アンローダ 
クラブトロリ式アンローダ 
ロープトロリ式アンローダ 
マントロリ式アンローダ 

特殊型アンローダ 旋回マントロリ式アンローダ 

引込みクレーン式アンローダ 
ダブルリンク式アンローダ 
ロープバランス式アンローダ 

ケ－ブルクレーン 

固定ケ－ブルクレーン 
固定ケ－ブルクレーン 
揺動ケ－ブルクレーン 

走行ケ－ブルクレーン 
片側走行ケ－ブルクレーン 
両側走行ケ－ブルクレーン 

橋形ケ－ブルクレーン 
テルハ テルハ 

スタッカークレーン 

普通型スタッカー式クレーン 
天井クレーン型スタッカー式クレーン 
床上型スタッカー式クレーン 
懸垂型スタッカー式クレーン 

荷昇降式スタッカークレーン 
天井クレーン型スタッカークレーン 
床上型スタッカークレーン 
懸垂型スタッカークレーン 

 

 

 
図 12 クラブトロリ式天井クレーン 図 13 低床ジブクレーン 

  
図 14 クラブトロリ式橋形クレーン 図 15 片側走行ケーブルクレーン 
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図 16 テルハ 
図 17 天井クレーン型 
スタッカークレーン 

 

 

図 18 クローラークレーン 図 19 ホイールクレーン 

  
図 20 ラフテレーンクレーン 図 21 トラッククレーン 
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図 16 テルハ 
図 17 天井クレーン型 
スタッカークレーン 

 

 

図 18 クローラークレーン 図 19 ホイールクレーン 

  
図 20 ラフテレーンクレーン 図 21 トラッククレーン 
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表 5 法 37条による製造許可を要するエレベーター・簡易リフト・建設用リフトの分類  

エレベーター 簡易リフト 建設用リフト 

運搬するもの 人および荷 荷のみ 荷のみ 

設置区分 規制なし（せり上げ装
置、船舶に設置されたも
の、主として一般公衆の
用に供するものを除く） 

労基法別表第一の第 1 号
～第 5 号の事業場に設置
されるもの 

土木、建設等の工事の作
業用として設置されるも
の 

積載重量 1 トン以上 1 トン以上 0.25 トン以上 

ガイドレール
の高さ 

規制なし 規制なし 18 メートル以上 

搬器の大きさ 規制なし 床面積が 1 平方メートル
以下または天井の高さが
1.2 メートル以下 

規制なし 

 

  
図 22 鉄道クレーン 図 23 浮きクレーン 

 

 
図 24 ガイデリック 図 25 スチフレッグデリック 
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図 26 ボイラーおよび第一種圧力容器製造許可申請書（様式 1 号） 

 
図 27 ボイラーおよび第一種圧力容器製造許可書 

（新日電熱工業株式会社 https://www.snd-net.co.jp/ 最終閲覧日:2020 年 1月 20 日） 
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図 26 ボイラーおよび第一種圧力容器製造許可申請書（様式 1 号） 

 
図 27 ボイラーおよび第一種圧力容器製造許可書 

（新日電熱工業株式会社 https://www.snd-net.co.jp/ 最終閲覧日:2020 年 1月 20 日） 

  分担研究報告書（井村 真己） 

63 
 

表 6 法第 38 条に基づく特定機械等の検査一覧 

 構造検査 溶接検査 製造検査 使用検査 落成検査 変更検査 
使用再開
検査 

ボイラー ○ ○  ○ ○ ○ ○ 
第一種圧力容器 ○ ○  ○ ○ ○ ○ 
クレーン     ○ ○ ○ 
移動式クレーン   ○ ○  ○ ○ 
エレベーター     ○ ○ ○ 
建設用リフト     ○ ○  
ゴンドラ   ○ ○  ○ ○ 

 
表 7 法第 38 条の検査にかかる手数料 

（労働安全衛生法関係手数料令 別表第一） 

区分 金額 
電子情報処理組織を
使用する場合の金額 

 1基につき 円 1基につき 円 

一 ボイラー 

（1）構造検査、使用検査、使用再開検査及び性能検査 

伝熱面積が 5平方メートル未満のもの 17,600 17,200 

伝熱面積が 5平方メートル以上 10平方メートル未満のもの 21,500 21,000 

伝熱面積が 10平方メートル以上 40平方メートル未満のもの 30,400 30,000 

伝熱面積が 40平方メートル以上 100平方メートル未満のもの 35,500 35,000 

伝熱面積が 100平方メートル以上 200平方メートル未満のもの 43,200 42,800 

伝熱面積が 200平方メートル以上 300平方メートル未満のもの 50,600 50,100 

伝熱面積が 300平方メートル以上 500平方メートル未満のもの 58,400 57,900 

伝熱面積が 500平方メートル以上 700平方メートル未満のもの 73,900 73,400 

伝熱面積が 700平方メートル以上のもの 81,700 81,200 

（2）溶接検査 

（一）胴又は管寄せを溶接する場合 

イ 胴又は管寄せの長手方向における溶接部分の長さの合計（以下この（一）において単に「長さ」という。）が 5
メートル未満のもの 
胴又は管寄せの最大内径のうち最大のもの（以下この（1）において
単に「最大内径」という。）が 0・5メートル未満のもの 

21,300 20,800 

最大内径が 0・5メートル以上 1メートル未満のもの 33,400 33,000 

最大内径が 1メートル以上のもの 45,600 45,200 

ロ 長さが 5メートル以上 10メートル未満のもの 

最大内径が 0・5メートル未満のもの 29,400 28,900 
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区分 金額 
電子情報処理組織を
使用する場合の金額 

最大内径が 0・5メートル以上 1メートル未満のもの 37,500 37,000 

最大内径が 1メートル以上のもの 49,700 49,200 

ハ 長さが 10メートル以上のもの 

最大内径が 0・5メートル未満のもの 33,400 33,000 

最大内径が 0・5メートル以上 1メートル未満のもの 41,600 41,100 

最大内径が 1メートル以上のもの 61,900 61,400 

（二）鏡板、管板、天井板、炉筒又は火室のみを溶接する場合 

鏡板、管板、天井板、炉筒又は火室の最大内径のうち最大のもの（以
下この（二）において単に「最大内径」という。）が 0・5メートル
未満のもの 

21,300 20,800 

最大内径が 0・5メートル以上 1メートル未満のもの 33,400 33,000 

最大内径が 1メートル以上のもの 61,900 61,400 

（3）落成検査  

（一）水管ボイラー 

伝熱面積が 100平方メートル未満のもの 13,100 12,600 

伝熱面積が 100平方メートル以上 300平方メートル未満のもの 24,100 23,700 

伝熱面積が 300平方メートル以上 500平方メートル未満のもの 31,500 31,000 

伝熱面積が 500平方メートル以上のもの 42,500 42,000 

（二）水管ボイラー以外のボイラー 

伝熱面積が 40平方メートル未満のもの 9,500 9,000 

伝熱面積が 40平方メートル以上 100平方メートル未満のもの 11,300 10,800 

伝熱面積が 100平方メートル以上のもの 16,800 16,300 

（4）変更検査 

（一）溶接によりボイラーの一部に変更を加えた場合 

イ 水管ボイラー 

伝熱面積が 100平方メートル未満のもの 12,700 12,300 

伝熱面積が 100平方メートル以上のもの 20,100 19,600 

ロ 水管ボイラー以外のボイラー 

伝熱面積が 40平方メートル未満のもの 12,700 12,200 

伝熱面積が 40平方メートル以上のもの 16,400 15,900 

（二）溶接によらないでボイラーの一部に変更を加えた場合 

イ 水管ボイラー  

伝熱面積が 100平方メートル未満のもの 12,700 12,300 
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区分 金額 
電子情報処理組織を
使用する場合の金額 

最大内径が 0・5メートル以上 1メートル未満のもの 37,500 37,000 

最大内径が 1メートル以上のもの 49,700 49,200 

ハ 長さが 10メートル以上のもの 

最大内径が 0・5メートル未満のもの 33,400 33,000 

最大内径が 0・5メートル以上 1メートル未満のもの 41,600 41,100 

最大内径が 1メートル以上のもの 61,900 61,400 

（二）鏡板、管板、天井板、炉筒又は火室のみを溶接する場合 

鏡板、管板、天井板、炉筒又は火室の最大内径のうち最大のもの（以
下この（二）において単に「最大内径」という。）が 0・5メートル
未満のもの 

21,300 20,800 

最大内径が 0・5メートル以上 1メートル未満のもの 33,400 33,000 

最大内径が 1メートル以上のもの 61,900 61,400 

（3）落成検査  

（一）水管ボイラー 

伝熱面積が 100平方メートル未満のもの 13,100 12,600 

伝熱面積が 100平方メートル以上 300平方メートル未満のもの 24,100 23,700 

伝熱面積が 300平方メートル以上 500平方メートル未満のもの 31,500 31,000 

伝熱面積が 500平方メートル以上のもの 42,500 42,000 

（二）水管ボイラー以外のボイラー 

伝熱面積が 40平方メートル未満のもの 9,500 9,000 

伝熱面積が 40平方メートル以上 100平方メートル未満のもの 11,300 10,800 

伝熱面積が 100平方メートル以上のもの 16,800 16,300 

（4）変更検査 

（一）溶接によりボイラーの一部に変更を加えた場合 

イ 水管ボイラー 

伝熱面積が 100平方メートル未満のもの 12,700 12,300 

伝熱面積が 100平方メートル以上のもの 20,100 19,600 

ロ 水管ボイラー以外のボイラー 

伝熱面積が 40平方メートル未満のもの 12,700 12,200 

伝熱面積が 40平方メートル以上のもの 16,400 15,900 

（二）溶接によらないでボイラーの一部に変更を加えた場合 

イ 水管ボイラー  

伝熱面積が 100平方メートル未満のもの 12,700 12,300 
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区分 金額 
電子情報処理組織を
使用する場合の金額 

伝熱面積が 100平方メートル以上のもの 16,400 15,900 

ロ 水管ボイラー以外のボイラー 

伝熱面積が 40平方メートル未満のもの 9,100 8,600 

伝熱面積が 40平方メートル以上のもの 12,700 12,300 

二 第一種圧力容器  

（1）構造検査、使用検査、使用再開検査及び性能検査 

内容積が 0・5立方メートル未満のもの 9,900 9,400 

内容積が 0・5立方メートル以上 1立方メートル未満のもの 13,800 13,300 

内容積が 1立方メートル以上 2立方メートル未満のもの 17,600 17,200 

内容積が 2立方メートル以上 5立方メートル未満のもの 21,500 21,000 

内容積が 5立方メートル以上 10立方メートル未満のもの 25,800 25,300 

内容積が 10立方メートル以上 30立方メートル未満のもの 33,500 33,100 

内容積が 30立方メートル以上 60立方メートル未満のもの 37,800 37,300 

内容積が 60立方メートル以上のもの 41,700 41,200 

（2）溶接検査  

（一）胴を溶接する場合 

イ 胴の長手方向における溶接部分の長さ（以下この（一）において「長さ」という。）が 5メートル未満のもの 

胴の最大内径（以下この（一）において「最大内径」という。）が
0・5メートル未満のもの 

21,300 20,800 

最大内径が 0・5メートル以上 1メートル未満のもの 33,400 33,000 

最大内径が 1メートル以上のもの 45,600 45,200 

ロ 長さが 5メートル以上 10メートル未満のもの 

最大内径が 0・5メートル未満のもの 29,400 28,900 

最大内径が 0・5メートル以上 1メートル未満のもの 37,500 37,000 

最大内径が 1メートル以上のもの 49,700 49,200 

ハ 長さが 10メートル以上のもの 

最大内径が 0・5メートル未満のもの 33,400 33,000 

最大内径が 0・5メートル以上 1メートル未満のもの 41,600 41,100 

最大内径が 1メートル以上のもの 53,800 53,300 

（二）鏡板、底板、管板又はふた板のみを溶接する場合 

鏡板、底板、管板又はふた板の最大内径のうち最大のもの（以下この
（2）において単に「最大内径」という。）が 0・5メートル未満の
もの 

21,300 20,800 

最大内径が 0・5メートル以上 1メートル未満のもの 33,400 33,000 
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区分 金額 
電子情報処理組織を
使用する場合の金額 

最大内径が 1メートル以上のもの 53,800 53,300 

（3）落成検査  

内容積が 5立方メートル未満のもの 5,400 4,900 

内容積が 5立方メートル以上のもの 9,100 8,600 

（4）変更検査  

（一）溶接により第一種圧力容器の一部に変更を加えた場合 

内容積が 5立方メートル未満のもの 9,100 8,600 

内容積が 5立方メートル以上のもの 12,700 12,300 

（2）溶接によらないで第一種圧力容器の一部に変更を加えた場合 

内容積が 5立方メートル未満のもの 5,400 4,900 

内容積が 5立方メートル以上のもの 9,100 8,600 

三 クレーン（移動式クレーンを除く。以下同じ。）、移動式クレーン及びデリック 

（1）製造検査、使用検査、落成検査、使用再開検査及び性能検査 

（一）ジブクレーン（壁クレーンを除く。）、橋型クレーン、ケーブルクレーン及びアンローダ、移動式クレーン
（浮きクレーンに限る。）並びにガイデリック及びスチフレグデリック 

つり上げ荷重が 5トン未満のもの 28,900 28,400 

つり上げ荷重が 5トン以上 10トン未満のもの 38,100 37,600 

つり上げ荷重が 10トン以上 20トン未満のもの 47,800 47,300 

つり上げ荷重が 20トン以上 50トン未満のもの 59,900 59,500 

つり上げ荷重が 50トン以上 100トン未満のもの 79,300 78,900 

つり上げ荷重が 100トン以上 200トン未満のもの 93,900 93,400 

つり上げ荷重が 200トン以上 500トン未満のもの 113,300 112,800 

つり上げ荷重が 500トン以上 1、000トン未満のもの 132,700 132,200 

つり上げ荷重が 1、000トン以上のもの 152,100 151,600 

（二）天井クレーン 

つり上げ荷重が 5トン未満のもの 16,300 15,800 

つり上げ荷重が 5トン以上 10トン未満のもの 22,100 21,600 

つり上げ荷重が 10トン以上 20トン未満のもの 29,800 29,400 

つり上げ荷重が 20トン以上 50トン未満のもの 40,500 40,100 

つり上げ荷重が 50トン以上 100トン未満のもの 55,100 54,600 

つり上げ荷重が 100トン以上 200トン未満のもの 71,600 71,100 

つり上げ荷重が 200トン以上 500トン未満のもの 93,900 93,400 

つり上げ荷重が 500トン以上のもの 125,000 124,500 
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区分 金額 
電子情報処理組織を
使用する場合の金額 

最大内径が 1メートル以上のもの 53,800 53,300 

（3）落成検査  

内容積が 5立方メートル未満のもの 5,400 4,900 

内容積が 5立方メートル以上のもの 9,100 8,600 

（4）変更検査  

（一）溶接により第一種圧力容器の一部に変更を加えた場合 

内容積が 5立方メートル未満のもの 9,100 8,600 

内容積が 5立方メートル以上のもの 12,700 12,300 

（2）溶接によらないで第一種圧力容器の一部に変更を加えた場合 

内容積が 5立方メートル未満のもの 5,400 4,900 

内容積が 5立方メートル以上のもの 9,100 8,600 

三 クレーン（移動式クレーンを除く。以下同じ。）、移動式クレーン及びデリック 

（1）製造検査、使用検査、落成検査、使用再開検査及び性能検査 

（一）ジブクレーン（壁クレーンを除く。）、橋型クレーン、ケーブルクレーン及びアンローダ、移動式クレーン
（浮きクレーンに限る。）並びにガイデリック及びスチフレグデリック 

つり上げ荷重が 5トン未満のもの 28,900 28,400 

つり上げ荷重が 5トン以上 10トン未満のもの 38,100 37,600 

つり上げ荷重が 10トン以上 20トン未満のもの 47,800 47,300 

つり上げ荷重が 20トン以上 50トン未満のもの 59,900 59,500 

つり上げ荷重が 50トン以上 100トン未満のもの 79,300 78,900 

つり上げ荷重が 100トン以上 200トン未満のもの 93,900 93,400 

つり上げ荷重が 200トン以上 500トン未満のもの 113,300 112,800 

つり上げ荷重が 500トン以上 1、000トン未満のもの 132,700 132,200 

つり上げ荷重が 1、000トン以上のもの 152,100 151,600 

（二）天井クレーン 

つり上げ荷重が 5トン未満のもの 16,300 15,800 

つり上げ荷重が 5トン以上 10トン未満のもの 22,100 21,600 

つり上げ荷重が 10トン以上 20トン未満のもの 29,800 29,400 

つり上げ荷重が 20トン以上 50トン未満のもの 40,500 40,100 

つり上げ荷重が 50トン以上 100トン未満のもの 55,100 54,600 

つり上げ荷重が 100トン以上 200トン未満のもの 71,600 71,100 

つり上げ荷重が 200トン以上 500トン未満のもの 93,900 93,400 

つり上げ荷重が 500トン以上のもの 125,000 124,500 
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区分 金額 
電子情報処理組織を
使用する場合の金額 

（三）移動式クレーン（浮きクレーンを除く。） 

つり上げ荷重が 5トン未満のもの 15,300 14,800 

つり上げ荷重が 5トン以上 10トン未満のもの 21,100 20,700 

つり上げ荷重が 10トン以上 20トン未満のもの 28,900 28,400 

つり上げ荷重が 20トン以上 50トン未満のもの 38,800 38,300 

つり上げ荷重が 50トン以上 100トン未満のもの 55,100 54,600 

つり上げ荷重が 100トン以上 200トン未満のもの 71,600 71,100 

つり上げ荷重が 200トン以上のもの 93,900 93,400 

（四）（一）及び（二）に掲げるクレーン並びに（一）に掲げるデリック以外のクレーン及びデリック 

つり上げ荷重が 5トン未満のもの 13,400 12,900 

つり上げ荷重が 5トン以上 10トン未満のもの 19,200 18,700 

つり上げ荷重が 10トン以上 20トン未満のもの 23,600 23,100 

つり上げ荷重が 20トン以上 50トン未満のもの 32,300 31,800 

つり上げ荷重が 50トン以上 100トン未満のもの 45,400 44,900 

つり上げ荷重が 100トン以上 200トン未満のもの 55,100 54,600 

つり上げ荷重が 200トン以上のもの 76,000 75,500 

（2）変更検査 

（一）（1）の（一）に掲げるクレーン、移動式クレーン及びデリック 

つり上げ荷重が 5トン未満のもの 10,900 10,400 

つり上げ荷重が 5トン以上 10トン未満のもの 15,500 15,000 

つり上げ荷重が 10トン以上 20トン未満のもの 20,100 19,600 

つり上げ荷重が 20トン以上 50トン未満のもの 29,300 28,800 

つり上げ荷重が 50トン以上 100トン未満のもの 38,400 38,000 

つり上げ荷重が 100トン以上 200トン未満のもの 47,600 47,100 

つり上げ荷重が 200トン以上 500トン未満のもの 61,400 60,900 

つり上げ荷重が 500トン以上 1、000トン未満のもの 75,100 74,700 

つり上げ荷重が 1、000トン以上のもの 88,900 88,400 

（二） （1）の（二）に掲げるクレーン 

つり上げ荷重が 5トン未満のもの 7,200 6,800 

つり上げ荷重が 5トン以上 10トン未満のもの 10,900 10,400 

つり上げ荷重が 10トン以上 20トン未満のもの 15,500 15,000 

つり上げ荷重が 20トン以上 50トン未満のもの 23,900 23,400 
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区分 金額 
電子情報処理組織を
使用する場合の金額 

つり上げ荷重が 50トン以上 100トン未満のもの 31,100 30,600 

つり上げ荷重が 100トン以上 200トン未満のもの 42,100 41,600 

つり上げ荷重が 200トン以上 500トン未満のもの 49,400 49,000 

つり上げ荷重が 500トン以上のもの 57,700 57,200 

（三） （1）の（三）に掲げる移動式クレーン 

つり上げ荷重が 5トン未満のもの 6,300 5,800 

つり上げ荷重が 5トン以上 10トン未満のもの 9,100 8,600 

つり上げ荷重が 10トン以上 20トン未満のもの 14,600 14,100 

つり上げ荷重が 20トン以上 50トン未満のもの 21,900 21,400 

つり上げ荷重が 50トン以上 100トン未満のもの 29,300 28,800 

つり上げ荷重が 100トン以上 200トン未満のもの 38,400 38,000 

つり上げ荷重が 200トン以上のもの 49,200 48,800 

（四） （1）の（一）及び（二）に掲げるクレーン並びに（1）の（二）に掲げるデリック以外のクレーン及びデ
リック 

つり上げ荷重が 5トン未満のもの 5,500 5,000 

つり上げ荷重が 5トン以上 10トン未満のもの 9,100 8,600 

つり上げ荷重が 10トン以上 20トン未満のもの 12,700 12,300 

つり上げ荷重が 20トン以上 50トン未満のもの 20,100 19,600 

つり上げ荷重が 50トン以上 100トン未満のもの 27,400 26,900 

つり上げ荷重が 100トン以上 200トン未満のもの 34,800 34,300 

つり上げ荷重が 200トン以上のもの 42,100 41,600 

四 エレベーター（建設用リフトを除く。） 

（1） 落成検査、使用再開検査及び性能検査 

積載荷重が 2トン未満のもの 19,800 19,300 

積載荷重が 2トン以上のもの 28,000 27,600 

（2） 変更検査  

積載荷重が 2トン未満のもの 10,900 10,400 

積載荷重が 2トン以上のもの 16,400 15,900 

五 建設用リフト  

（1） 落成検査  

ガイドレール（昇降路を有するものにあつては、昇降路）の高さ（以
下この号において「高さ」という。）が 30メートル未満のもの 

14,300 13,800 

高さが 30メートル以上 50メートル未満のもの 21,600 21,100 
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区分 金額 
電子情報処理組織を
使用する場合の金額 

つり上げ荷重が 50トン以上 100トン未満のもの 31,100 30,600 

つり上げ荷重が 100トン以上 200トン未満のもの 42,100 41,600 

つり上げ荷重が 200トン以上 500トン未満のもの 49,400 49,000 

つり上げ荷重が 500トン以上のもの 57,700 57,200 

（三） （1）の（三）に掲げる移動式クレーン 

つり上げ荷重が 5トン未満のもの 6,300 5,800 

つり上げ荷重が 5トン以上 10トン未満のもの 9,100 8,600 

つり上げ荷重が 10トン以上 20トン未満のもの 14,600 14,100 

つり上げ荷重が 20トン以上 50トン未満のもの 21,900 21,400 

つり上げ荷重が 50トン以上 100トン未満のもの 29,300 28,800 

つり上げ荷重が 100トン以上 200トン未満のもの 38,400 38,000 

つり上げ荷重が 200トン以上のもの 49,200 48,800 

（四） （1）の（一）及び（二）に掲げるクレーン並びに（1）の（二）に掲げるデリック以外のクレーン及びデ
リック 

つり上げ荷重が 5トン未満のもの 5,500 5,000 

つり上げ荷重が 5トン以上 10トン未満のもの 9,100 8,600 

つり上げ荷重が 10トン以上 20トン未満のもの 12,700 12,300 

つり上げ荷重が 20トン以上 50トン未満のもの 20,100 19,600 

つり上げ荷重が 50トン以上 100トン未満のもの 27,400 26,900 

つり上げ荷重が 100トン以上 200トン未満のもの 34,800 34,300 

つり上げ荷重が 200トン以上のもの 42,100 41,600 

四 エレベーター（建設用リフトを除く。） 

（1） 落成検査、使用再開検査及び性能検査 

積載荷重が 2トン未満のもの 19,800 19,300 

積載荷重が 2トン以上のもの 28,000 27,600 

（2） 変更検査  

積載荷重が 2トン未満のもの 10,900 10,400 

積載荷重が 2トン以上のもの 16,400 15,900 

五 建設用リフト  

（1） 落成検査  

ガイドレール（昇降路を有するものにあつては、昇降路）の高さ（以
下この号において「高さ」という。）が 30メートル未満のもの 

14,300 13,800 

高さが 30メートル以上 50メートル未満のもの 21,600 21,100 
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区分 金額 
電子情報処理組織を
使用する場合の金額 

高さが 50メートル以上のもの 29,000 28,500 

（2） 変更検査  

高さが 30メートル未満のもの 10,900 10,400 

高さが 30メートル以上 50メートル未満のもの 15,500 15,000 

高さが 50メートル以上のもの 20,100 19,600 

六 ゴンドラ  

製造検査、使用検査、変更検査、使用再開検査及び性能検査 

（1） 人力により昇降させるもの 12,200 11,700 

（2） 動力により昇降させるもの 

積載荷重が 0・25トン未満のもの 18,000 17,500 

積載荷重が 0・25トン以上のもの 23,800 23,400 

備考 
一 「構造検査」とは、法第 38条第 1項の検査のうち、ボイラー又は第一種圧力容器を製造した者が受ける検査
（溶接検査を除く。）をいう。 
二 「使用検査」とは、法第 38条第 1項の検査のうち特定機械等を製造した者以外の者が受ける検査及び同条第 2
項の検査（同項第 2号に掲げる場合に受けるものに限る。）をいう。 
三 「使用再開検査」とは、法第 38条第 3項の検査のうち、特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようと
する者が受ける検査をいう。 
四 「溶接検査」とは、法第 38条第 1項の検査のうち、ボイラー又は第一種圧力容器を溶接により製造した者が当
該溶接について受ける検査をいう。 
五 「落成検査」とは、法第 38条第 3項の検査のうち、特定機械等（移動式のものを除く。）を設置した者が受け
る検査をいう。 
六 「変更検査」とは、法第 38条第 3項の検査のうち、特定機械等の一部に変更を加えた者が受ける検査をいう。 
七 「製造検査」とは、法第 38条第 1項の検査のうち、クレーン、移動式クレーン、デリック又はゴンドラを製造
した者が受ける検査をいう。 
八 「つり上げ荷重」とは、クレーン、移動式クレーン又はデリックの構造及び材料に応じて負荷させることがで
きる最大の荷重をいう。 
九 「積載荷重」とは、エレベーター（建設用リフトを除く。）又はゴンドラの構造及び材料に応じて、搬器又は
作業床に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。 

 
表 8  検査検定実施機関一覧（2020年 4 月 22 日現在） 

○登録製造時等検査機関 
名称 対象機械 有効期間 

一般社団法人日本ボイラ協会 ボイラー 
（※中部、近畿、香川及び愛媛検
査事務所） 
第一種圧力容器 
（※北海道、埼玉、関東、長野、
静岡、中部、近畿、中四国、香
川、愛媛及び九州検査事務所） 

令和 6 年 3 月 30 日 
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公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会 第一種圧力容器 
（※宮城、埼玉、千葉及び東京事
務所） 

令和 5 年 12 月 24
日 
 

伊藤一夫 ボイラー 
第一種圧力容器 

令和 5 年 4 月 9 日 

 
○登録性能検査機関 

名称 対象機械 有効期間 
損害保険ジャパン株式会社 ボイラー 

第一種圧力容器 
令和 6 年 3 月 30 日 

一般社団法人日本ボイラ協会 ボイラー 
第一種圧力容器 

令和 6 年 3 月 30 日 

公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会 ボイラー 
第一種圧力容器 
クレーン 
移動式クレーン 
エレベーター 
ゴンドラ 
 

令和 6 年 3 月 30 日 

一般社団法人日本クレーン協会 クレーン 
移動式クレーン 
デリック 
エレベーター 
ゴンドラ 

令和 6 年 3 月 30 日 
 

セイフティエンジニアリング株式会社 ゴンドラ 
エレベーター 

令和 7 年 3 月 23 日 

株式会社クレーン検査センター クレーン 
移動式クレーン 
デリック 
エレベーター 
ゴンドラ 

令和 5 年 8 月 5 日 

シマブンクレーン検査株式会社 クレーン 
移動式クレーン 
デリック 
エレベーター 
ゴンドラ 
 

令和 6 年 9 月 30 日 

 
○登録個別検定機関 
名称 対象機械 有効期間 
公益社団法人産業安全技術協会 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を

練るロール機の急停止装置のうち
電気的制動方式のもの 

令和 6 年 3 月 30 日 
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公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会 第一種圧力容器 
（※宮城、埼玉、千葉及び東京事
務所） 

令和 5 年 12 月 24
日 
 

伊藤一夫 ボイラー 
第一種圧力容器 

令和 5 年 4 月 9 日 

 
○登録性能検査機関 

名称 対象機械 有効期間 
損害保険ジャパン株式会社 ボイラー 

第一種圧力容器 
令和 6 年 3 月 30 日 

一般社団法人日本ボイラ協会 ボイラー 
第一種圧力容器 

令和 6 年 3 月 30 日 

公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会 ボイラー 
第一種圧力容器 
クレーン 
移動式クレーン 
エレベーター 
ゴンドラ 
 

令和 6 年 3 月 30 日 

一般社団法人日本クレーン協会 クレーン 
移動式クレーン 
デリック 
エレベーター 
ゴンドラ 

令和 6 年 3 月 30 日 
 

セイフティエンジニアリング株式会社 ゴンドラ 
エレベーター 

令和 7 年 3 月 23 日 

株式会社クレーン検査センター クレーン 
移動式クレーン 
デリック 
エレベーター 
ゴンドラ 

令和 5 年 8 月 5 日 

シマブンクレーン検査株式会社 クレーン 
移動式クレーン 
デリック 
エレベーター 
ゴンドラ 
 

令和 6 年 9 月 30 日 

 
○登録個別検定機関 
名称 対象機械 有効期間 
公益社団法人産業安全技術協会 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を

練るロール機の急停止装置のうち
電気的制動方式のもの 

令和 6 年 3 月 30 日 
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一般社団法人日本ボイラ協会 第二種圧力容器 
小型ボイラー 
小型圧力容器 

令和 6 年 3 月 30 日 

公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会 第二種圧力容器 
小型ボイラー 
小型圧力容器 

令和 6 年 3 月 30 日 

エイチエスビージャパン株式会社 第二種圧力容器 令和 7 年 2 月 16 日 
 
○登録型式検定機関 
名称 対象機械 有効期間 
公益社団法人産業安全技術協会 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を

練るロール機の急停止装置のうち
電気的制動方式以外の制動方式の
もの 
プレス機械又はシャーの安全装置 
防爆構造電気機械器具 
木材加工用丸のこ盤の歯の接触予
防装置のうち可動式のもの 
動力により駆動されるプレス機械
のうちスライドによる危険を防止
するための機構を有するもの 
交流アーク溶接機用自動電撃防止
装置 
絶縁用保護具 
絶縁用防具 
保護帽 
防じんマスク 
防毒マスク 

令和 6 年 3 月 30 日 

電動ファン付き呼吸用保護具 令和 6 年 11 月 30
日 

一般社団法人日本クレーン協会 クレーン又は移動式クレーンの過
負荷防止装置 

令和 6 年 3 月 30 日 

エヌ・シー・エス株式会社 防爆構造電気機械器具 令和 6 年 6 月 27 日 
Eurofins E＆E CML Limited 防爆構造電気機械器具 令和 4 年 2 月 6 日 
CSA GROUP TESTING UK LIMITED 防爆構造電気機械器具 令和 4 年 10 月 10

日 
DEKRA Certification B.V. 防爆構造電気機械器具 令和 5 年 1 月 22 日 
 
○指定外国検査機関（List of Designated Foreign Testing Agencies） 
名称 対象機械 有効期間 
The Hartford Steam Boiler Inspection and 
Insurance Company 

ボイラー 
第一種圧力容器 
第二種圧力容器 

令和 2 年 4 月 1 日 
～ 
令和 5 年 3 月 31 日 
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小型ボイラー 
小型圧力容器 

ABSG Consulting Inc. ボイラー 
第一種圧力容器 
第二種圧力容器 
小型ボイラー 
小型圧力容器 

令和 2 年 4 月 1 日 
～ 
令和 5 年 3 月 31 日 

Lloyd's Register Verification Limited ボイラー 
第一種圧力容器 
第二種圧力容器 
小型ボイラー 
小型圧力容器 

令和 2 年 4 月 1 日 
～ 
令和 5 年 3 月 31 日 

DEKRA Certification B.V. 防爆構造電気機械器具 令和 2 年 4 月 6 日 
～ 
令和 5 年 4 月 5 日 

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH ボイラー 
第一種圧力容器 
第二種圧力容器 
小型ボイラー 
小型圧力容器 
移動式クレーン 

令和 2 年 4 月 1 日 
～ 
令和 5 年 3 月 31 日 

 
表 9  別表第四（第四十四条の二関係） 

一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式の
もの 
二 プレス機械又はシャーの安全装置 
三 防爆構造電気機械器具 
四 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置 
五 防じんマスク 
六 防毒マスク 
七 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの 
八 動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの 
九 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 
十 絶縁用保護具 
十一 絶縁用防具 
十二 保護帽 
十三 電動ファン付き呼吸用保護具 

 

表 10  別表第五（第四十六条関係） 
一 超音波厚さ計 
二 超音波探傷器 
三 ファイバースコープ 
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小型ボイラー 
小型圧力容器 

ABSG Consulting Inc. ボイラー 
第一種圧力容器 
第二種圧力容器 
小型ボイラー 
小型圧力容器 

令和 2 年 4 月 1 日 
～ 
令和 5 年 3 月 31 日 

Lloyd's Register Verification Limited ボイラー 
第一種圧力容器 
第二種圧力容器 
小型ボイラー 
小型圧力容器 

令和 2 年 4 月 1 日 
～ 
令和 5 年 3 月 31 日 

DEKRA Certification B.V. 防爆構造電気機械器具 令和 2 年 4 月 6 日 
～ 
令和 5 年 4 月 5 日 

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH ボイラー 
第一種圧力容器 
第二種圧力容器 
小型ボイラー 
小型圧力容器 
移動式クレーン 

令和 2 年 4 月 1 日 
～ 
令和 5 年 3 月 31 日 

 
表 9  別表第四（第四十四条の二関係） 

一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式の
もの 
二 プレス機械又はシャーの安全装置 
三 防爆構造電気機械器具 
四 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置 
五 防じんマスク 
六 防毒マスク 
七 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの 
八 動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの 
九 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 
十 絶縁用保護具 
十一 絶縁用防具 
十二 保護帽 
十三 電動ファン付き呼吸用保護具 

 

表 10  別表第五（第四十六条関係） 
一 超音波厚さ計 
二 超音波探傷器 
三 ファイバースコープ 

  分担研究報告書（井村 真己） 

73 
 

四 ひずみ測定器 
五 フィルム観察器 
六 写真濃度計 

 

表 11 別表第六（第四十六条関係） 
一 条件 
（一） 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を修めて卒業した者（当該学
科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下「工学関係大学等卒業者」という。）で、次の
いずれにも該当する研修であつて学科研修の時間が百六十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上で
あるものを修了したものであること。 
（１） 学科研修が、次に掲げる科目について行われるものであること。 
イ 特別特定機械等の構造 
ロ 材料及び試験方法 
ハ 工作及び試験方法 
ニ 附属装置及び附属品 
ホ 関係法令、強度計算方法及び検査基準 
（２） 登録製造時等検査機関が行うものであること。 
（二） 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を修めて卒業した者（以
下「工学関係高等学校等卒業者」という。）で、（一）の（１）及び（２）のいずれにも該当する研修であ
つて学科研修の時間が二百十時間以上であり、かつ、検査実習が十五件以上であるものを修了したもので
あること。 
（三） （一）又は（二）に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 
二 数 
年間の製造時等検査の件数を八百で除して得た数（端数があるときは、これを切り上げる。） 
別表第七（第四十六条関係） 
一 工学関係大学等卒業者で、十年以上特別特定機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は特別特定機
械等に係る製造時等検査の業務に従事した経験を有するものであること。 
二 工学関係高等学校等卒業者で、十五年以上特別特定機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は特別
特定機械等に係る製造時等検査の業務に従事した経験を有するものであること。 
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 

 

表 12  別表第八（第五十三条の三関係） 
機械等 機械器具その他の設備 
別表第一第一号及び第二号に
掲げる機械等 

超音波厚さ計、超音波探傷器及びファイバースコープ 

別表第一第三号に掲げる機械
等 

超音波厚さ計、超音波探傷器、絶縁抵抗計、電気計測器、水準器、距離
測定装置及び鋼索用磁気探傷器 

別表第一第四号に掲げる機械
等 

超音波厚さ計、超音波探傷器、水準器、距離測定装置及び鋼索用磁気探
傷器 

別表第一第五号に掲げる機械
等 

超音波厚さ計、超音波探傷器、電気計測器、距離測定装置及び鋼索用磁
気探傷器 

別表第一第六号に掲げる機械 超音波厚さ計、超音波探傷器、絶縁抵抗計、電気計測器、水準器、回転
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等 速度計及び鋼索用磁気探傷器 
別表第一第八号に掲げる機械
等 

超音波厚さ計、超音波探傷器、絶縁抵抗計、電気計測器及び鋼索用磁気
探傷器 

 

表 13  別表第九（第五十三条の三関係） 
機械等 条件 数 

別 表 第
一 第 一
号 に 掲
げ る 機
械等 

一 工学関係大学等卒業者のうち、七年以上性能検査を行おうとする機
械等の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は二年以上当
該機械等の検査の業務に従事した経験を有する者（以下この表において
「短期経験者」という。）で、次のいずれにも該当する研修（当該機械
等に係るものに限る。以下この表において「特定研修」という。）であ
つて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上
であるものを修了したものであること。 
（一） 学科研修が、次に掲げる科目について行われるものであるこ

と。 
（１） 当該機械等の構造、工作、据付け及び材料 
（２） 附属装置及び附属品 
（３） 取扱い、清掃作業及び損傷 
（４） 関係法令、強度計算方法及び検査基準 
（二） 登録性能検査機関が行うものであること。 
二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修
であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が二百
件以上であるものを修了したものであること。 
三 工学関係高等学校等卒業者のうち、十年以上性能検査を行おうとす
る機械等の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は五年以
上当該機械等の検査の業務に従事した経験を有する者（以下この表にお
いて「長期経験者」という。）で、第一号に規定する研修を修了したも
のであること。 
四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定
研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が
四百件以上であるものを修了したものであること。 
五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 

年間の性能検査の
件数を八百で除し
て得た数（端数が
あるときは、これ
を切り上げる。） 

別 表 第
一 第 二
号 及 び
第 三 号
に 掲 げ
る 機 械
等 

一 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者で、特定研修であつて学
科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上である
ものを修了したものであること。 
二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修
であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が百件
以上であるものを修了したものであること。 
三 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者で、第一号に規定す
る研修を修了したものであること。 
四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定
研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が

年間の性能検査の
件数を八百で除し
て得た数（端数が
あるときは、これ
を切り上げる。） 
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等 速度計及び鋼索用磁気探傷器 
別表第一第八号に掲げる機械
等 

超音波厚さ計、超音波探傷器、絶縁抵抗計、電気計測器及び鋼索用磁気
探傷器 

 

表 13  別表第九（第五十三条の三関係） 
機械等 条件 数 

別 表 第
一 第 一
号 に 掲
げ る 機
械等 

一 工学関係大学等卒業者のうち、七年以上性能検査を行おうとする機
械等の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は二年以上当
該機械等の検査の業務に従事した経験を有する者（以下この表において
「短期経験者」という。）で、次のいずれにも該当する研修（当該機械
等に係るものに限る。以下この表において「特定研修」という。）であ
つて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上
であるものを修了したものであること。 
（一） 学科研修が、次に掲げる科目について行われるものであるこ

と。 
（１） 当該機械等の構造、工作、据付け及び材料 
（２） 附属装置及び附属品 
（３） 取扱い、清掃作業及び損傷 
（４） 関係法令、強度計算方法及び検査基準 
（二） 登録性能検査機関が行うものであること。 
二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修
であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が二百
件以上であるものを修了したものであること。 
三 工学関係高等学校等卒業者のうち、十年以上性能検査を行おうとす
る機械等の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は五年以
上当該機械等の検査の業務に従事した経験を有する者（以下この表にお
いて「長期経験者」という。）で、第一号に規定する研修を修了したも
のであること。 
四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定
研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が
四百件以上であるものを修了したものであること。 
五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 

年間の性能検査の
件数を八百で除し
て得た数（端数が
あるときは、これ
を切り上げる。） 

別 表 第
一 第 二
号 及 び
第 三 号
に 掲 げ
る 機 械
等 

一 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者で、特定研修であつて学
科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上である
ものを修了したものであること。 
二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修
であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が百件
以上であるものを修了したものであること。 
三 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者で、第一号に規定す
る研修を修了したものであること。 
四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定
研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が

年間の性能検査の
件数を八百で除し
て得た数（端数が
あるときは、これ
を切り上げる。） 

  分担研究報告書（井村 真己） 

75 
 

二百件以上であるものを修了したものであること。 
五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 

別 表 第
一 第 四
号 に 掲
げ る 機
械等 

一 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者で、特定研修であつて学
科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上である
ものを修了したものであること。 
二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修
であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が四十
件以上であるものを修了したものであること。 
三 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者で、第一号に規定す
る研修を修了したものであること。 
四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定
研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が
八十件以上であるものを修了したものであること。 
五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 

年間の性能検査の
件数を八百で除し
て得た数（端数が
あるときは、これ
を切り上げる。） 

別 表 第
一 第 五
号 に 掲
げ る 機
械等 

一 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者で、特定研修であつて学
科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上である
ものを修了したものであること。 
二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修
であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が三十
件以上であるものを修了したものであること。 
三 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者で、第一号に規定す
る研修を修了したものであること。 
四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定
研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が
六十件以上であるものを修了したものであること。 
五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 

年間の性能検査の
件数を八百で除し
て得た数（端数が
あるときは、これ
を切り上げる。） 

別 表 第
一 第 六
号 に 掲
げ る 機
械等 

一 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者で、特定研修であつて学
科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上である
ものを修了したものであること。 
二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修
であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が二十
件以上であるものを修了したものであること。 
三 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者で、第一号に規定す
る研修を修了したものであること。 
四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定
研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が
四十件以上であるものを修了したものであること。 
五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 

年間の性能検査の
件数を八百で除し
て得た数（端数が
あるときは、これ
を切り上げる。） 

別 表 第
一 第 八
号 に 掲
げ る 機
械等 

一 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者で、特定研修であつて学
科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上である
ものを修了したものであること。 
二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修
であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が十件

年間の性能検査の
件数を八百で除し
て得た数（端数が
あるときは、これ
を切り上げる。） 
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以上であるものを修了したものであること。 
三 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者で、第一号に規定す
る研修を修了したものであること。 
四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定
研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が
二十件以上であるものを修了したものであること。 
五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 

 

表 14 別表第十（第五十三条の三関係） 
一 工学関係大学等卒業者で、十年以上性能検査を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査
又は当該機械等に係る性能検査の業務に従事した経験を有するものであること。 
二 工学関係高等学校等卒業者で、十五年以上性能検査を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しく
は検査又は当該機械等に係る性能検査の業務に従事した経験を有するものであること。 
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 

 

表 15 別表第十一（第五十四条関係） 
機械等 機械器具その他の設備 
別表第三第一号に掲げる機械等 絶縁抵抗計、耐電圧試験装置、回転速度計及び材料試験機 
別表第三第二号から第四号まで
に掲げる機械等 

超音波厚さ計、超音波探傷器、ファイバースコープ、ひずみ測定器、
フィルム観察器及び写真濃度計 

 

表 16 別表第十二（第五十四条関係） 
機械等 条件 数 

別表第三
第一号に
掲げる機
械等 

一 工学関係大学等卒業者で、二年以上個別検定を行おうとする機械
等の研究、設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有するもので
あること。 
二 工学関係高等学校等卒業者で、五年以上個別検定を行おうとする
機械等の研究、設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有するも
のであること。 
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 

年間の個別検定の
件数を百二十で除
して得た数（端数
があるときは、こ
れを切り上げる。） 

別表第三
第二号か
ら第四号
までに掲
げる機械
等 

一 工学関係大学等卒業者のうち、三年以上個別検定を行おうとする
機械等の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は一年以
上当該機械等の検査の業務に従事した経験を有する者（以下この表に
おいて「短期経験者」という。）で、次のいずれにも該当する研修（当
該機械等に係るものに限る。以下この表において「特定研修」とい
う。）であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検定実習
が二十件以上であるものを修了したものであること。 
（一） 学科研修が、次に掲げる科目について行われるものであるこ

と。 
（１） 当該機械等の構造、工作、据付け及び材料 
（２） 附属装置及び附属品 

年間の個別検定の
件数を二千四百で
除して得た数（端
数があるときは、
これを切り上げ
る。） 
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以上であるものを修了したものであること。 
三 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者で、第一号に規定す
る研修を修了したものであること。 
四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定
研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が
二十件以上であるものを修了したものであること。 
五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 

 

表 14 別表第十（第五十三条の三関係） 
一 工学関係大学等卒業者で、十年以上性能検査を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査
又は当該機械等に係る性能検査の業務に従事した経験を有するものであること。 
二 工学関係高等学校等卒業者で、十五年以上性能検査を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しく
は検査又は当該機械等に係る性能検査の業務に従事した経験を有するものであること。 
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 

 

表 15 別表第十一（第五十四条関係） 
機械等 機械器具その他の設備 
別表第三第一号に掲げる機械等 絶縁抵抗計、耐電圧試験装置、回転速度計及び材料試験機 
別表第三第二号から第四号まで
に掲げる機械等 

超音波厚さ計、超音波探傷器、ファイバースコープ、ひずみ測定器、
フィルム観察器及び写真濃度計 

 

表 16 別表第十二（第五十四条関係） 
機械等 条件 数 

別表第三
第一号に
掲げる機
械等 

一 工学関係大学等卒業者で、二年以上個別検定を行おうとする機械
等の研究、設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有するもので
あること。 
二 工学関係高等学校等卒業者で、五年以上個別検定を行おうとする
機械等の研究、設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有するも
のであること。 
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 

年間の個別検定の
件数を百二十で除
して得た数（端数
があるときは、こ
れを切り上げる。） 

別表第三
第二号か
ら第四号
までに掲
げる機械
等 

一 工学関係大学等卒業者のうち、三年以上個別検定を行おうとする
機械等の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は一年以
上当該機械等の検査の業務に従事した経験を有する者（以下この表に
おいて「短期経験者」という。）で、次のいずれにも該当する研修（当
該機械等に係るものに限る。以下この表において「特定研修」とい
う。）であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検定実習
が二十件以上であるものを修了したものであること。 
（一） 学科研修が、次に掲げる科目について行われるものであるこ

と。 
（１） 当該機械等の構造、工作、据付け及び材料 
（２） 附属装置及び附属品 

年間の個別検定の
件数を二千四百で
除して得た数（端
数があるときは、
これを切り上げ
る。） 
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（３） 取扱い、清掃作業及び損傷 
（４） 関係法令、強度計算方法及び検査基準 
（二） 登録個別検定機関が行うものであること。 
二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研
修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検定実習が
二百件以上であるものを修了したものであること。 
三 工学関係高等学校等卒業者のうち、五年以上個別検定を行おうと
する機械等の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は三
年以上当該機械等の検査の業務に従事した経験を有する者（以下この
表において「長期経験者」という。）で、第一号に規定する研修を修了
したものであること。 
四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特
定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検定実
習が四百件以上であるものを修了したものであること。 
五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 

 

表 17 別表第十三（第五十四条関係） 
一 工学関係大学等卒業者で、十年以上個別検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査
又は当該機械等に係る個別検定の業務に従事した経験を有するものであること。 
二 工学関係高等学校等卒業者で、十五年以上個別検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しく
は検査又は当該機械等に係る個別検定の業務に従事した経験を有するものであること。 
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 

 

表 18 別表第十四（第五十四条の二関係） 
機械等 機械器具その他の設備 
別表第四第一
号に掲げる機
械等 

絶縁抵抗計、耐電圧試験装置、回転速度計及び材料試験機 

別表第四第二
号に掲げる機
械等 

作動試験用機械、硬さ試験機、オシロスコープ、赤外線暗視装置、絶縁抵抗計及び耐電
圧試験装置 

別表第四第三
号に掲げる機
械等 

耐電圧試験装置、電気計測器、恒温槽、温度試験装置、鋼球落下試験装置、耐水試験装
置、衝撃試験機、保護等級試験装置、爆発試験装置、ガス濃度計測器、水圧試験装置、
拘束試験装置、気密試験装置、内圧試験装置、火花点火試験装置、発火試験装置及び防
じん試験装置 

別表第四第四
号に掲げる機
械等 

材料試験機、耐水試験装置、衝撃試験機及び振動試験装置 

別表第四第五
号に掲げる機
械等 

材料試験機、ガス濃度計測器、通気抵抗試験装置、粉じん捕集効率測定装置、死積試験
装置及び排気弁気密試験装置 

別表第四第六 材料試験機、ガス濃度計測器、通気抵抗試験装置、粉じん捕集効率測定装置、死積試験
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号に掲げる機
械等 

装置、排気弁気密試験装置、除毒能力試験装置、面体気密試験装置及び吸収缶気密試験
装置 

別表第四第七
号に掲げる機
械等 

作動試験用機械及び硬さ試験機 

別表第四第八
号に掲げる機
械等 

オシロスコープ、赤外線暗視装置、絶縁抵抗計、耐電圧試験装置、回転速度計、材料試
験機、急停止時間測定装置及び振動試験装置 

別表第四第九
号に掲げる機
械等 

作動試験用機械、絶縁抵抗計、耐電圧試験装置、温度試験装置及び遅動時間測定装置 

別表第四第十
号及び第十一
号に掲げる機
械等 

耐電圧試験装置、材料試験機及び電気計測器 

別表第四第十
二号に掲げる
機械等 

恒温槽及び衝撃試験機 

別表第四第十
三号に掲げる
機械等 

材料試験機、ガス濃度計測器、内圧試験装置、通気抵抗試験装置、粉じん捕集効率測定
装置、排気弁気密試験装置、漏れ率試験装置、最低必要風量試験装置、公称稼働時間試
験装置及び騒音計 

 

表 19 別表第十五（第五十四条の二関係） 
一 条件 
（一） 工学関係大学等卒業者で、二年以上型式検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作又は検査
の業務に従事した経験を有するものであること。 
（二） 工学関係高等学校等卒業者で、五年以上型式検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作又は
検査の業務に従事した経験を有するものであること。 
（三） （一）又は（二）に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 
二 数 
事業所ごとに二 
別表第十六（第五十四条の二関係） 
一 工学関係大学等卒業者で、十年以上型式検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査
又は当該機械等に係る型式検定の業務に従事した経験を有するものであること。 
二 工学関係高等学校等卒業者で、十五年以上型式検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しく
は検査又は当該機械等に係る型式検定の業務に従事した経験を有するものであること。 
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 

 
 

－1056－



分担研究報告書（森山誠也） 

1057 

厚生労働科学研究費補助金 
分担研究報告書 

労働安全衛生法第 42 条から第 44 条の 2 までの逐条解説 

  
研究協力者 森山 誠也  労働基準監督官 

 
研究要旨 
本分担研究は、労働安全衛生法（昭和 47 年 6 月 8日法律第 57 条）第 5 章第 1 節（機

械等に関する規制）のうち第 42 条から第 44 条の 2 までの規定に係る逐条解説である。 
本稿では、第 42 条から第 44 条の 2 までの規定及びそれに関係する過去及び現在の制

度の確認を行った。 
第 42 条から第 44 条の 2 までの規定は、本法中の機械等規制としては特定機械等に次

いで厳しいもので、対象となる機械等は大きく第 42 条の機械等と第 43 条の機械等に分
けられる。 
前者は、各対象機械等別に告示という法形式で定められ、各告示の題名に「規格」と

いう語句を含む製品規格が設定され、後者は、ILO 第 119号条約の国内担保法であるが、
すべての動力駆動機械等を対象としてその作動部分等に省令で定める安全防護等を施す
ことが義務付けられているものである。 
前者の規制には、機械等そのものの安全性を確保するためのものだけではなく、プレ

ス機械の安全装置や防じんマスクのように、危険若しくは健康障害を防止するため使用
する機械等の信頼性等を確保するためのものも含まれている。 
第 42 条の対象機械等の一部は、国の認証制度すなわち第 44 条の個別検定又は第 44 条

の 2 の型式検定の対象となっており、その流通における規格適合性がある程度担保され
ているが、検定制度の対象となっていないものは、製造者等が自己適合宣言を行うだけ
であるため、客観的に規格適合性の有無を確認することが困難となっている。ただし、
仮設機材など、民間機関による認証が行われているものもある。 
機械等の安全についてみれば、厚生労働省は通達で機械の包括的な安全基準に関する

指針を定め、安衛則第 24 条の 13 で機械等譲渡者に対して使用上の情報等の通知に関す
る努力義務を課すなど、僅かながら規制が行われているが、JIS 等の機械安全規格の体系
からみると相当遅れているため、さらなる研究及び対策が求められる。 
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Ａ．研究目的 
本研究事業全体の目的は、以下の 3 点に

ある。 
① 時代状況の変化に応じた労働安全衛生

法改正の方向性を展望すること。 
② 労働安全衛生法を関係技術者以外（文

系学部出身の事務系社員等）に浸透さ
せ、社会一般への普及を図ること。 

③ 労働安全衛生法に関する学問体系、労
働安全衛生法研究のための人と情報の
交流のプラットフォームを形成するこ
と。 

そのため、条文の起源（立法趣旨、基礎
となった災害例、前身）と運用（関係判例、
適用の実際）、主な関係令等（関係政省令、
規則、通達等）を、できる限り図式化して
示すと共に、現代的な課題や法解釈学的な
論点に関する検討結果を記した体系書を発
刊すること。 
本分担研究の目的は、枝番号や附則を除

き 123 条ある労働安全衛生法のうち第 42
条から第 44 条の 2までの規定について、そ
の課題を果たすことにある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｂ．研究方法 
労働基準監督官の職務経験のある研究協

力者が、労働安全衛生法（以下「本法」と
いう。）及びこれに基づく命令、これに関
する解釈例規、関係法令に係る学術書等を
検討し、班員にメールで問い合わせて洗練
させた。 
以下、単に第何条という時は本法の条番

号を指すこととする。 
法令等を引用する場合は□で囲むことと

し、その際、本法については題名を省略し、
本法以外の法令（本法に基づく命令等を含
む）を引用する場合には題名等を明示する。
国際労働基準の引用は英語正文によること
とした。 
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Ｃ．研究結果 
1 第 42条、第 43条及び第 43条の 2 
1.1 条文 

第五章 機械等並びに危険物及び有
害物に関する規制 

第一節 機械等に関する規制 
（譲渡等の制限等） 

第四十二条 特定機械等以外の機械等で、
別表第二に掲げるものその他危険若しく
は有害な作業を必要とするもの、危険な
場所において使用するもの又は危険若し
くは健康障害を防止するため使用するも
ののうち、政令で定めるものは、厚生労
働大臣が定める規格又は安全装置を具備
しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置
してはならない。 

第四十三条 動力により駆動される機械等
で、作動部分上の突起物又は動力伝導部
分若しくは調速部分に厚生労働省令で定
める防護のための措置が施されていない
ものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若し
くは貸与の目的で展示してはならない。 

第四十三条の二 厚生労働大臣又は都道府
県労働局長は、第四十二条の機械等を製
造し、又は輸入した者が、当該機械等で、
次の各号のいずれかに該当するものを譲
渡し、又は貸与した場合には、その者に
対し、当該機械等の回収又は改善を図る
こと、当該機械等を使用している者へ厚
生労働省令で定める事項を通知すること
その他当該機械等が使用されることによ
る労働災害を防止するため必要な措置を
講ずることを命ずることができる。 
一 次条第五項の規定に違反して、同条
第四項の表示が付され、又はこれと紛
らわしい表示が付された機械等 

二 第四十四条の二第三項に規定する型
式検定に合格した型式の機械等で、第
四十二条の厚生労働大臣が定める規格
又は安全装置（第四号において「規格
等」という。）を具備していないもの 

三 第四十四条の二第六項の規定に違反
して、同条第五項の表示が付され、又
はこれと紛らわしい表示が付された機
械等 

四 第四十四条の二第一項の機械等以外
の機械等で、規格等を具備していない
もの 

第 5 章第 1 節には第 37 条から第 54条の
6 までが含まれる。 
見出しは第 42 条から第 43 条の 2までの

共通見出しである。 
第 43 条の 2中「次条」とは、第 44条を

指す。 
1.2 内容及び趣旨 
第 42 条は、何人

なんぴと
も、特定機械等以外の

機械等で、本法又は政令で定めるものにつ
いては、厚生労働大臣が定める規格又は安
全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、
又は設置してはならないことを定めたもの
である。 
第 43 条は、動力に駆動される機械等で、

作動部分上の突起物又は動力伝導部分若し
くは調速部分に厚生労働省令で定める防護
のための措置が施されていないものは、譲
渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目
的で展示してはならないことを定めたもの
で、機械の防護に関する条約（ILO 第 119
号条約，本稿において「本条約」という。
1.6節でとりあげる。）第 2 部の国内担保法
である。 
第 43 条の 2は、第 42 条の規定による譲
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渡等の制限の対象機械等であるもので規格
を具備していない等の問題がある場合には
国が製造者又は輸入者に対して回収、改善
等を命令することができることを定めたも
のである。 
第 42 条及び第 43 条の規定を含む、本法

施行時における本法第5章第1節の趣旨は、
施行通達 1,2で次のように簡潔に説明されて
いる（他の条文と纏めて記載されている箇
所についてはそのまま引用した）。 
発基第九一号 
昭和四七年九月一八日 
都道府県労働基準局長 殿 

労働事務次官 
労働安全衛生法の施行について 
記 

第二 この法律の基本的事項 
二 この法律の適用範囲 

また、機械等または有害物に対する流
通規制については、労働基準法の適用範
囲より拡大され、政令で定める一定の機
械等または有害物の製造等を行なう者
は、何人も、この法律による規制を受け
ることとなつた。 

第三 概要 
五 機械等および有害物に関する規制（第
五章関係） 
㈠ 機械等に関する規制 

機械等の使用段階における安全を確
保するためには、製造、流通段階にお
いて一定の基準によらしめることが重
要であることにかんがみ、この法律で
は、製造、流通過程における規制を一
段と強化したものであること。 
すなわち、機械等に関する規制につ

いては、 
イ 特に危険な作業を必要とする機械
等の製造の許可、検査についての規
制 

ロ 危険な作業を必要とする機械等の
譲渡等の規制 

ハ 機械の危険部分の防護に関する規
制 

ニ 機械等の検定 
ホ 機械等の定期自主検査に関する規
制 

について定められた。 
このうち、特に危険な作業を必要と

する機械等について、従来、労働基準
法第四十六条第二項において規定され
ていた設置認可および変更認可の制度
は、設置届および変更届にそれぞれ改
められることとなつた。 
製造認可は、製造許可と文言を改め

たが、その実質的性格に変更はなく、
検査制度も従前のとおりであること。 
機械等の検定は、従来の性能認定、

検定および耐圧証明の制度を統合して
一本化したものであること。 
また、ILO 一一九号条約の趣旨に則

り、作動部分上の突起物その他の危険
部分が防護されていない機械の譲渡、
貸与および譲渡、貸与のための展示が
一切禁止されることとなつたものであ
ること。 

基発第六〇二号 
昭和四七年九月一八日 
都道府県労働基準局長 殿 

労働省労働基準局長 
労働安全衛生法および同法施行令の施
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行について 
記 

Ⅰ 法律関係 
10 機械等に関する規制 
⑴ 第三八条関係 
イ 第一項の「特定機械等で使用を廃止
したものを再び設置し、若しくは使用
しようとする者」とは、所定の手続に
より使用を廃止した特定機械等を再
び設置しようとする者のほかに、第四
一条の性能検査を受けないで六月以
上の期間を経過した特定機械等（移動
式のものを除く。）または当該性能検
査を受けなかつた移動式の特定機械
等を再び使用しようとする者をいう
ものであること。 
なお、本条第一項は、使用を廃止し

た特定機械等について、これを譲渡
し、または貸与しようとする者が譲渡
または貸与に先立つて検査を受ける
ことを妨げるものではないこと。 

ロ 本条第二項の「特定機械等（移動式
のものを除く。）を設置した者」には、
法第四一条の性能検査を受けないで、
六月未満の期間を経過した移動式以
外の特定機械等を再び使用しようと
する者が含まれるものであること。 

⑵ 第四〇条関係 
本条の「検査証」とは、有効期間内

の検査証をいうものであること。 
⑶ 第四三条関係 
イ 本条の「作動部分上の突起物」とは、
セツトスクリユー、ボルト、キーのご
とく作動部分に取り付けられた止め
具等をいうものであること。 

ロ 本条の「譲渡若しくは貸与の目的で

の展示」には、店頭における陳列のほ
か、機械展における展示等も含まれる
ものであること。 

⑷ 第四四条関係 
従来、性能認定および耐圧証明の対

象とされていた機械等のうち、性能認
定対象機械等にあつては法施行前に譲
渡または設置されたもの、耐圧証明対
象機械にあつては法施行前に当該耐圧
証明を受けたものについては、第二項
から第四項までの規定は、適用されな
いものであること。 
また、令第一三条第三号の防爆構造

電気機械器具のうち、昭和四六年四月
一日前に製造または輸入され、防爆構
造電気機械器具検定規則（昭和四四年
労働省令第二号）による検定に合格す
る前に譲渡または設置されたものにつ
いても同様とすること。 
なお、令附則第六条ならびに機械等

検定規則（昭和四七年労働省令第四五
号）附則第三条および第四条の規定に
よる経過措置に係る機械等で、法第四
四条の検定に合格する前、当該経過措
置期間中に、譲渡または設置されたも
のについても同様とすること。 

第 43 条の 2 の趣旨は、施行通達 3,4によ
り次のとおり説明されている。 
発基第八四号 
昭和六三年九月一六日 
都道府県労働基準局長 殿 

労働事務次官 
労働安全衛生法の一部を改正する法律
の施行について 

労働安全衛生法の一部を改正する法律
は、昭和六三年五月一七日、法律第三七号
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として公布され、同年一〇月一日（安全衛
生推進者等に係る部分及び建設工事等の計
画作成時における有資格者の参画に係る部
分は、昭和六四年四月一日）から施行され
ることとなつた。 
ついては、左記の事項について十分留意

の上、その運用に万全を期されるよう、命
により通達する。 

記 
第一 労働安全衛生法の改正の経緯及び趣
旨 
最近における労働災害の発生状況をみ

ると、逐年減少を示してきているものの、
その一方で、死傷者数は年間八〇万人に
ものぼり、死亡者数も年間約二、三〇〇
人と依然として高い水準にある。しかも、
最近は、労働災害の減少傾向に鈍化がみ
られ、重大災害も多発している。また、
労働災害の多くは中小規模事業場で発生
しており、中小規模事業場の労働災害発
生率は依然として高い水準で推移してい
る。さらに、建設業における労働災害発
生率が高いほか、機械設備に起因する労
働災害も多く、職業性疾病も跡を絶たな
い状況にある。 
他方、高齢化の進展に伴う高年齢労働

者の労働災害の多発、技術革新及びサー
ビス経済化の進展に伴う労働環境、作業
態様等の急速な変化がもたらすストレス
による労働者の心身両面での健康問題等
新たな問題が生じている。 
このような情勢にかんがみ、労働省と

しては、昭和六三年一月に行われた中央
労働基準審議会の「労働安全衛生法令の
整備について」の建議を踏まえ、中小規
模事業場等の安全衛生管理体制の整備、

労働者の健康の保持増進のための措置の
充実等を図ることとし、同審議会に「労
働安全衛生法の一部を改正する法律案要
綱」を諮問し、その答申を受け国会の審
議を経て、今回の改正となつたものであ
る。 

記 
第二 労働安全衛生法の改正の主な内容 
二 機械等及び化学物質に関する規制の
充実 
㈠ 機械等に係る命令制度（第四三条の
二関係） 
一定の危険を有する機械等について

は、これによる危険を防止するため、
労働大臣の定める規格又は安全装置を
具備させる等により、製造、譲渡等に
制限を加えているところである。しか
しながら、実際には規格等を具備しな
い機械等が流通、使用され、これによ
る労働災害が少なからず生じている。 
このような状況にかんがみ、現行法

規制の徹底を図ることに加えて、使用
する者が規格等を具備していないこと
を確認することができないような機械
等について、労働大臣又は都道府県労
働基準局長は、当該機械等を製造し、
又は輸入した者に対し、当該機械等の
回収又は改善を図ることその他当該機
械等が使用されることによる労働災害
を防止するため必要な措置を講ずるこ
とを命ずることができることとしたこ
と。 

基発第六〇一号の一 
昭和六三年九月一六日 
都道府県労働基準局長 殿 

労働省労働基準局長 
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労働安全衛生法の一部を改正する法律
の施行について 

労働安全衛生法の一部を改正する法律
（昭和六三年法律第三七号）の施行につい
ては、昭和六三年九月一六日付け労働省発
基第八四号により労働事務次官から通達さ
れたところであるが、その細部の取扱いに
ついて左記のとおり定めたので、これが円
滑な実施を図るよう配慮されたい。 

記 
四 機械等に係る命令制度（第四三条の二
関係） 
「その他当該機械等が使用されること

による労働災害を防止するため必要な措
置」には、当該機械等が本条各号のいず
れかに該当する旨の広報を行うこと等が
あること。 

1.3 罰則 
第 42 条及び第 43 条の規定に違反した者

並びに第43条の2の規定による命令に違反
した者は、第 119 条の規定により、6 箇月
以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処せ
られる。 
また、これらの違反の罪については、第

122 条の両罰規定が適用される。 
刑事訴訟法第 250 条の規定によりこれら

の罪の公訴時効は 3 年であるが、第 42 条の
機械等が同条に違反していたことが譲渡後
3 年経過後になって初めて、事故等により
明らかとなる場合も少なくなく、刑罰法規
としてはいささか有効性に欠ける面もある。
その一方で、第 43 条の 2による命令は譲渡
後何年経っていても関係無いが、製造又は
輸入した企業が廃業している場合もあるだ
ろう。 

1.4 条文解釈 
条文解釈にあたり、分かりやすさのため、

第42条の前半部を図1にチャート図で示し
た。 
なお、「のうち、政令で定めるもの」が

安衛令第 13 条の規定振りからして、図 1の
ように「その他…」の部分のみに係ると解
される。 
図 1 労働安全衛生法第 42条が対象とする
機械等に係るチャート図 
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1.4.1 共通語句 
1.4.1.1 「機械」 
本法及びこれに基づく命令では、「機械」

の定義が与えられていない。 
しばしば問題となるのは「機械」に人力

機械（自転車など）が含まれるかどうかで
あるが、「機械」の語に一般に人力機械が
含まれること、本法で人力機械を除外して
いないこと等からして、本法の「機械」に
は人力機械が含まれると解される。このた
め、第 43 条でも「動力により駆動される機
械等」とわざわざ表現していると考えられ
る。 
労働省安全衛生部編『実務に役立つ労働

安全衛生規則の逐条詳解』（全 7 巻，中央
労働災害防止協会，1993 年）でも、安衛則
第 25 条の逐条解説 5には人力機械に関する
記述はないが、機械の一般基準を定める安
衛則第 2 編第 1 章第 1 節の解説 6において
「本節では，機械による危険を防止するた
めの一般基準を定めたものである。ここで
いう機械は，あらゆる機械を指しており，
主として動力機械を対象としているが，人
力等の機械を対象外としているわけではな
い。」と解説されている 7。 
ただし、安衛則中の「機械」の意義につ

いては、労働安全衛生規則の一部を改正す
る省令（平成 24 年 1月 27 日厚生労働省令
第 9 号，同年 4 月 1 日施行）により追加さ
れた安衛則第 24 条の 13（機械に関する危
険性等の通知）において「労働者に危険を
及ぼし、又は労働者の健康障害をその使用
により生ずるおそれのある機械（以下単に
「機械」という。）」とされ、要するに「機
械」の語の意味が危険源としての機械に限
定された。これは略称規定であり、安衛則

における同条以降のすべての「機械」が「労
働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障
害をその使用により生ずるおそれのある機
械」の略称となったものと解される 8。 
1.4.1.2 「機械等」 
「機械等」は、第 20 条第 1 号及び安衛則

第 24 条の 3 で「機械、器具その他の設備（以
下「機械等」という。）」と定義されてい
る。 
「器具」ないし「その他の設備」には当

然、人力のものも含まれるだろう。 
危険源となるような「器具」に該当する

ようなものとしては、ハンマー、包丁、ロ
ールボックスパレット、ドーリー等々枚挙
に暇がない。 
なお、本法では、危険源のみならず、安

全装置や保護具も「機械等」に含めている
ことに注意が必要である。したがって、第
42条の規制の対象となるもので例を挙げれ
ば、プレス機械の光線式安全装置等は機械、
防じんマスク、防毒マスク、絶縁用防護具、
保護帽等は器具といえるだろう。もちろん、
これらの機械等そのものもまた危険源とな
るから（例えば、防毒マスクが着用による
皮膚障害を引き起こす等）、このようにす
べて「機械等」とまとめることには合理性
がある。 
ところで、1.4.1.1 節で触れたように安衛

則第 24 条の 13 において、同条以降の「機
械」を危険源としての機械に限定してしま
っている。したがってプレス機械の安全装
置であってもそれ自体に危険性がなければ
安衛則第 24 条の 13 以降の「機械」には含
まれない。しかし、安衛則第 27 条では「機
械等」の語を、危険源としての機械という
だけでなく、他の危険源としての機械に取
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り付けるべき安全装置の機能に着目して使
用している。もちろん、「機械等」と「機
械」は別の語で、安衛則第 24 号の 3 におけ
る「機械等」の定義中の「機械」は安衛則
第 24 条の 13 よりも前にあるから問題は無
いが、本法全体で「機械等」を危険源に限
ってはいないので、安衛則第 24 条の 13 以
降のすべての「機械」の意義を危険源に限
定するのは、いささか統一感に欠けるので
はないかと疑問が生じる。 
機械等として具体的にどのようなものが

あるかということについては、厚生労働省
の労働災害統計に係る起因物分類コード表
9,10なども参考となる。 
1.4.1.3 「譲渡」「貸与」 
「譲渡」「貸与」は、有償か無償かを問

わない 11。これは、第 33 条の機械等貸与者
が安衛則第 665 条で「相当の対価を得て業
として他の事業者に貸与する者」に限定さ
れていることと対照的である。 
機械の製造に際しては、複数の製造業者

が関わることが多いが、例えば、小型のエ
レベーターの構成部分を分割発注した場合
において第 42 条の規制の対象となる者は
最終的に組立を行いエレベーターとして完
成させる者となるという行政解釈がある 12。 
有害物ないし化学物質の規制に関しては、

第 55 条で製造等禁止物質の「提供」も禁止
し、第 57 条及び第 57 条の 2 では対象化学
物質の「提供」時の表示ないし通知を義務
付けており、機械等規制と対照的である。 
1.4.1.4 「設置」 
機械等の設置とは、定置式のものを作業

場等に据え付けたり、移動式のもの等を備
え付けたりすることをいうと思われる。 
第 42 条の前身である労働基準法旧第 46

条に関する法務省の見解 13によれば、「設
置なる文言は、同条にいう譲渡、貸与、製
造、変更、同法第四十七条にいう使用、第
四十二条にいう必要な措置を講ずる行為の
文言と対比し、かつ機械、器具のそなえつ
け後の現状変更、使用方法等については右
の如くそれぞれ別に処罪法規の存するとこ
ろにより考察し、機械、器具を事務所に物
理的にそなえつける行為を指すものと解す
べく、右そなえつけ行為によって第四十六
条違反は既遂に達し、それ以後は設置違反
に関する限り犯罪成立後の違法状態が継続
するに過ぎず、刑法講学上いわゆる状態犯
に属するものであって、公訴時効は、機械
器具のそなえつけと同時に進行を開始する
ものである」とのことであるが、これは第
42 条の設置についても同様であろう。 
なお、ここで状態犯とは、第 42 条の規格

又は安全装置を具備しない機械等の設置行
為といった一時の行為によって犯罪が既遂
となり、公訴時効もそれを起点として進行
するが、その行為によって、それ以後も法
益侵害状態が継続するような犯罪をいう 14。
第 42 条の設置罪は、設置した後そのままに
しつづけていること自体は処罰の対象とし
ていないため、状態犯と解される訳である。 
状態犯と異なる概念として、継続犯があ

る。継続犯とは、構成要件的結果の発生と
ともに、法益侵害も発生し、犯罪は既遂と
なるが、その後も犯罪行為を継続している
間ずっと、法益侵害の状態も継続して、犯
罪の継続が認められるものをいう 15。例え
ば、所有、所持等の罪は継続犯だろう。 
事業者がこれを使用すると、当該事業者

について別途第 20 条違反（安衛則第 27 条
など）すなわち使用罪が成立するが、これ
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が継続犯になる場合もあると思われる。し
かし、設置後 3 年以上、使用できる状態の
まま放置している場合は設置罪にも使用罪
にも問えないが、危険は継続することから、
使用できる状態のまま所持することを禁ず
る規定が必要ではないだろうか。 
事業者が第 42 条の規格又は安全装置を

具備しない機械等を設置し、かつ使用した
場合に設置罪と使用罪との関係が問題とな
る。これについて、金谷暁判事 16は「設置
は使用の予備的行為であって、設置後使用
に至れば、設置の罪は使用の罪に吸収され
ると解してよいかどうかである。しかし、
法四二条は、事業者に限らず、一定の規格
等を具備しない機械等を設置等することは、
それ自体労働災害を惹起する危険のある行
為であり、単なる使用の予備的行為として
ではなく、独自の当罰性を有する行為であ
るとして、何人に対しても右行為を禁じた
もので、事業者の機械等の使用に際しての
規制である法二〇条一号、労安則二七条と
は観点を異にして」いるとし、このような
場合にも両罪が成立し、両者は併合罪の関
係に立つと解されるとしている。 
「設置」の意義については、特に第 88 条

や労働基準法第96条の2の規定による計画
の届出中にある「設置」（この場合の名宛
人は事業者であるが）に関し、工場、店舗
等に既に設置されている設備（例えばエレ
ベーター、第一種圧力容器、動力プレス、
局所排気装置等）を新しく移転してきた事
業者が使用する場合にこれが「設置」に該
当するか否かが問題になる。「設置」が物
理的概念なのか、経営上の概念なのかとい
うことであるが、これは条項の趣旨によっ
て適用の有無を検討するほかないのではな

いかと思われる 17。 
1.4.2 第 42条関係 
1.4.2.1 「特定機械等」 
「特定機械等」とは、第 37 条で「特に危

険な作業を必要とする機械等として別表第
一に掲げるもので、政令で定めるもの（以
下「特定機械等」という。）」と定義され、
安衛令第 12 条で定められている機械等を
いう。 
特定機械等については、型式や製造設備

等に係る製造許可、製造段階から使用段階
等に至るまでの国又は登録機関による検査
（表 1）、検査証の交付及び廃止時の返還、
有効な検査証のないものの使用の禁止、有
効な検査証とともにしない譲渡及び貸与の
禁止など、綿密な規制がなされており、す
べての特定機械等の情報が国に登録され、
管理されている。 
表 1 特定機械等の検査 
特定機械等の種類 検査の種類 

略称等 名称 構
造 

溶
接 

製
造 

使
用 

落
成 

性
能 

変
更 

使用
再開 

ボイ
ラー 

ボイラー（移動式
ボイラーを除く。） 

〇 〇  〇 〇 〇 〇 〇 

移動式ボイラー 〇 〇  〇  〇 〇 〇 
第一種圧力容器 〇 〇  〇 〇 〇 〇 〇 
クレ
ーン
等 

クレーン（移動式
クレーンを除く。） 

    〇 〇 〇 〇 

移動式クレーン   〇 〇  〇 〇 〇 
デリック     〇 〇 〇 〇 
エレベーター     〇 〇 〇 〇 
建設用リフト     〇  〇  

ゴンドラ   〇 〇  〇 〇 〇 
原則として構造検査及び溶接検査は登録製造時

等検査機関、製造検査及び使用検査は都道府県労働
局長、落成検査、変更検査及び使用再開検査は労働
基準監督署長、性能検査は登録性能検査機関が実施
する。 
1.4.2.2 「別表第二に掲げるもの」 
別表第 2 で定められているのは、次に引

用する 16 の機械等である。これらは、第
42 条の規制の対象となるとともに、安衛令
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第 14条又は同令第 14条の 2の規定により、
その殆どすべてが個別検定又は型式検定の
対象となっている（例外として、木材加工
用丸のこ盤の安全装置については、歯の接
触予防装置のうち可動式のもののみ、動力
により駆動されるプレス機械についてはス
ライドによる危険を防止するための機構を
有するもののみが検定の対象となってい
る。）。また、第 31条の規定により特定事
業の仕事を自ら行う注文者が請負人に使用
させるときに構造規格等に適合させるよう
にしなければならない建設物等や、第 88条
第 1 項の規定により事業者が労働基準監督
署長に対して行う機械等設置・移転・変更
届の対象となっているものもある（表 7 参
照）。 
別表第2の規定の一部は安衛令第13条に

委任されている。また、同条では、別表第
2 各号の機械等のうち本邦の地域内で使用
されないことが明らかな機械等に対する適
用除外、小型ボイラーについては船舶安全
法及び電気事業法、防爆電気機械器具につ
いては船舶安全法との調整が行われ、マス
ク、絶縁用保護具等の保護具については第
42条の規制を受けるものの用途が限定され
ている。 
また、防毒マスクの用途の範囲に関する

規定の一部は安衛則第 26 条に委任されて
いる。 
1.4.2.3 「その他危険若しくは有害な作業

を必要とするもの、危険な場所に
おいて使用するもの又は危険若し
くは健康障害を防止するため使用
するもののうち、政令で定めるも
の」 

現在、安衛令第 13 条第 3項では 34 の機

械等が指定されている。 
「危険若しくは有害な作業を必要とする

もの」には手押しかんな盤、エックス線装
置、チェーンソー等が含まれるだろう。な
お、特定機械等は第 37条第 1項で「特に危
険な作業を必要とする機械等」と表現され
ている。 
「危険な場所において使用するもの」は、

法別表第 2 の防爆電気機械器具のように、
危険な場所で使用するため安全性能に厳し
い要件を必要とするものをいう。 
「危険若しくは健康障害を防止するため

使用するもの」には手押しかんな盤の刃の
接触予防装置、墜落制止用器具等が含まれ
るだろう。 
これらの機械等は個別検定又は型式検定

の対称とされていないが、第 31 条の規定に
より特定事業の仕事を自ら行う注文者が請
負人に使用させるときに構造規格等に適合
させるようにしなければならない建設物等、
第 33 条の規定により機械等貸与者等に係
る規制の対象となるもの、第 88 条第 1 項の
規定により事業者が労働基準監督署長に対
して行う機械等設置・移転・変更届の対象
となっているものもある（表 8 参照）。 
なお、機械等設置・移転・変更届につい

て定める第 88 条第 1 項では、事業者が「機
械等で、危険若しくは有害な作業を必要と
するもの、危険な場所において使用するも
の又は危険若しくは健康障害を防止するた
め使用するもののうち、厚生労働省令で定
めるもの」というように、第 42 条と同一の
表現が用いられている。しかし、第 42 条が
譲渡等の規制を行うものであるのに対し、
機械等設置・移転・変更届は個々の機械等
について労働基準監督署長による事前の審
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査制を受けさせるものであり、趣旨が異な
るため、命令の規定によりその対象となっ
ている機械等は、両者に共通のものもある
が、共通していないものの方が多い。 
1.4.2.4 「厚生労働大臣が定める規格又は

安全装置」 
第 42 条に基づき、労働安全衛生法第四十

二条の規定に基づく厚生労働大臣が定める
規格又は安全装置（昭和 47 年 9 月 30 日労
働省告示第 77 号）が制定されている。 
労働安全衛生法第四十二条の規定に基づく
厚生労働大臣が定める規格又は安全装置
（昭和四十七年九月三十日労働省告示第七
十七号） 
労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五

十七号）第四十二条の規定に基づき、厚生
労働大臣が定める規格又は安全装置を次の
ように定め、昭和四十七年十月一日から適
用する。 

労働安全衛生法第四十二条の規定に
基づく厚生労働大臣が定める規格又
は安全装置 

労働安全衛生法第四十二条の厚生労働大
臣が定める規格又は安全装置は、次の表の
上欄に掲げる機械等の種類に応じ、それぞ
れ同表の下欄に掲げる厚生労働省告示に定
めるところによるものとする。 
法別表第二第六号に掲
げる防爆構造電気機械
器具 

電気機械器具防爆構造
規格（昭和四十四年労
働省告示第十六号） 

令第十三条第三項第二
号に掲げる研削盤、研
削といし及び研削とい
しの覆い 

研削盤等構造規格（昭
和四十六年労働省告示
第八号） 

令第十三条第三項第十
六号に掲げるデリツク 

デリツク構造規格（昭
和三十七年労働省告示
第五十五号） 

令第十三条第三項第十
八号に掲げる建設用リ

建設用リフト構造規格
（昭和三十七年労働省

フト 告示第五十八号） 
令第十三条第三項第十
九号に掲げる簡易リフ
ト 

簡易リフト構造規格
（昭和三十七年労働省
告示第五十七号） 

〈附則略〉 
この告示では、第 42条の対象となる機械

等（1.4.2.2節及び 1.4.2.3 節参照）のうち、
5 つの機械等について、それが具備すべき
規格との対応関係が示されている。これら
の機械等は、すべて本法制定前に労働基準
法旧第 5 章の枠組において規格が制定され
たものであるが、この告示で引用されるこ
とにより現在も法規としての効力が与えら
れている。例として電気機械器具防爆構造
規格の冒頭を次に引用するが、この制定文
から旧安衛則に基づく命令であることが明
らかである。 
電気機械器具防爆構造規格（昭和四十四年
四月一日労働省告示第十六号） 
労働安全衛生規則（昭和二十二年労働省

令第九号）第百四十条の七第二項の規定に
基づき、電気機械器具防爆構造規格（昭和
三十六年労働省告示第四十二号）の全部を
次のように改正する。 

電気機械器具防爆構造規格 
第一章 総則 

第一条 〈略〉 
第二条 規則第二百八十条第一項に規定す
る電気機械器具の構造は、次の各号の区
分に応じ、それぞれ当該各号に定める防
爆構造でなければならない。〈略〉 
第 42 条の対象となる機械等のうち、この

告示に掲げられていない機械等については、
すべて本法制定後に規格が制定されるか労
働基準法時代の規格が本法制定後に新しい
規格に置き換わったものである。これらの
機械等については、規格そのものの中で、
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機械等と規格との対応関係が明らかになっ
ているものと思われる。次に引用するのは
その例である。 
防じんマスクの規格（昭和六十三年三月三
十日労働省告示第十九号） 
労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五

十七号）第四十二条の規定に基づき、防じ
んマスクの規格を次のように定める。 

防じんマスクの規格 
（防じんマスク等の種類） 

第一条 労働安全衛生法別表第二第八号に
掲げる防じんマスク（以下「防じんマス
ク」という。）は、次の表の下欄に掲げ
る形状により、それぞれ同表の上欄に掲
げる種類に区分するものとする。〈略〉 

エレベーター構造規格（平成五年八月二日
労働省告示第九十一号） 
労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五

十七号）第三十七条第二項及び第四十二条
の規定に基づき、エレベーター構造規格を
次のように定める。 

エレベーター構造規格 
〈目次等略〉 
（材料） 

第一条  エレベーター（労働安全衛生法施
行令（昭和四十七年政令第三百十八号）
第十二条第一項第六号に掲げるエレベー
ター及び同令第十三条第三項第十七号に
掲げるエレベーターをいう。以下同じ。）
の構造部分〈略〉の材料は、次に掲げる
日本産業規格に適合した鋼材又はこれら
と同等以上の化学成分及び機械的性質を
有する鋼材でなければならない。〈略〉 
ところで、現行告示では、各機械等に対

して規格のみを対応させ、安全装置を対応
させることはしていないが、安全装置を対

応させるときは、例えば安衛則第 108 条の
2 の防護措置を例に取ると、「ストローク
端を有する研削盤及びプレーナー」に対し
て「ストローク端への覆い、囲い又は柵（労
働者に危険を及ぼすおそれのないことが明
らかなものを除く。）」などとする方法が
あるだろう。家内労働法では現にこのよう
な規制が行われている（1.11節参照）。 
なお、より広い意味で「規格」という概

念 18を捉えたとき、本法における「機械等
の規格」には大きく分けて 2 種類ある。す
なわち、特定機械等又は第 42 条の譲渡等制
限の各対象機械等の種類別に 1 つの告示と
いう法形式で定められ、題名に「規格」と
あるものと、第 20 条等に基づいて事業者に
直接命じられる安衛則第 2 編第 1 章や有機
則第 3 章（換気装置の性能等）等に代表さ
れるような機械等の構造等の基準の 2 つで
ある。行政関係者は、前者を便宜的に（防
じんマスクの規格等題名に「構造規格」を
含まないものも含めて）「構造規格」と呼
ぶことがある。本法制定前の旧安衛則では、
使用者に義務づけられた旧安衛則本文の機
械等の構造基準を譲渡等の制限規定で引用
することも行われていた（1.8.2 節参照）。 
1.4.2.5 「具備」 
具備とは、小学館『デジタル大辞林』19に

よると「必要な物や事柄を十分に備えてい
ること」をいい、日本法令外国語訳データ
ベースシステムによる第 42 条の訳 20では
fulfill の語が充てられている。 
「規格を具備する」というのは、安衛則

等の「規格に適合する」と同じ意味だと思
われる。 
一般的には「適合」（confirm）というこ

との方が多く、JIS Q 17000：2005（適合性
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評価―用語及び一般原則）（ ISO/IEC 
17000：2004）でも適合性評価（conformity 
assessment）という用語が使用されている。 
1.4.3 第 43条関係 
1.4.3.1 「動力により駆動される機械等」 
これは、「動力により駆動される機械」

に「等」が付されているわけではないだろ
う。なぜなら、本条約第 1 条では第 1 項で
はすべての動力駆動機械（“power-driven 
machinery”）について防護措置を講じる義
務、第 2 項で人力機械への防護措置義務の
適用の有無等を各国において決定する義務
を課しているのであるから、この「動力に
より駆動される機械」に「等」が付されて
いると解した場合、これが人力機械に適用
があるか否かが曖昧となり本条約第１条第
2 項の要求を満たさず、そもそも「動力に
より駆動される」という修飾語の存在意義
もなくなるからである。また、本法では第
20 条で「機械等」の語が定義されているこ
とから、「動力により駆動される」は「機
械等」を修飾する語であると解すべきであ
ろう。 
「動力」の語に人力が含まれないことは

上記の議論から明らかであるが、本条約が
採択された昭和 38 年の第 47 回国際労働会
議で本条約案の細部の検討を行った機械防
護委員会において、本条約案中の「動力」
の語（“power-driven”）が動物の力によっ
て駆動される機械にも適用されるものと了
解されていることから 21、その本条約の国
内担保法である第 43 条中の「動力」も動物
の力を含むものと解される。 
1.4.3.2 「作動部分上の突起物又は動力伝

導部分若しくは調速部分」 
「作動部分上の突起物」とは、セットス

クリュー、ボルト、キーのごとく作動部分
に取り付けられた止め具等をいう 22。 
「動力伝導部分若しくは調速部分」には、

回転軸、歯車、プーリー、ベルト、チェー
ン、スプロケット等が含まれる。 
いずれも、動力駆動機械が殆ど普遍的に

有するような、巻き込まれ等に係る非常に
一般的な危険部分である。 
ただし、これらには、例えばプレス機械

のスライド（押しつぶされ）、シャーの刃
先（切れ）、シェーパーのストローク端（激
突され）、機械の充電電路（感電）、圧力
容器（破裂）等の危険部分は含まれないだ
ろう。 
1.4.3.3 「厚生労働省令で定める防護のた

めの措置」 
この措置は、安衛則第 25条で規定されて

いる。 
労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令
第三十二号） 

第三章 機械等並びに危険物及び有
害物に関する規制 

第一節 機械等に関する規制 
（作動部分上の突起物等の防護措置） 

第二十五条 法第四十三条の厚生労働省令
で定める防護のための措置は、次のとお
りとする。 
一 作動部分上の突起物については、埋
頭型とし、又は覆いを設けること。 

二 動力伝導部分又は調速部分について
は、覆い又は囲いを設けること。 

なお、事業者に対する規制としては、安
衛則第 101 条に類似の防護措置が定められ
ている。 
埋頭型とはボルトを例に取るとの図 2 よ

うなものをいう。止め具等が突き出たまま
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では、そこに労働者の衣服等が巻き込まれ
て重大な災害につながるおそれがある。 
図 2 埋頭型とそうでないボルトの例 

 
これらの防護措置は、工場危害豫防及衞

生規則（昭和 4 年 6 月 20 日內務省令第 24
號）第 1 条から第 3 条までにおいて工業主
に対して同様の措置を命じていたほど長い
歴史を有するものである。このことは、こ
の種の防護措置がない機械等による災害が
いかに典型的な類型であるかを物語ってい
る。 
1.4.3.4 「譲渡若しくは貸与の目的で展

示」 
「譲渡若しくは貸与の目的での展示」に

は、店頭における陳列のほか、機械展にお
ける展示等も含まれる 22。また、これには
店頭等で現に譲渡又は貸与しようとする目
的をもって展示されている場合のほか、見
本市等で見本として展示されている機械等
は単なる見本市として作られたものであり
実際に譲渡又は貸与されるのは同一の型式
に属する他の機械等であるというような場
合も含まれると解されている 23。 
展示に際しては、参観者等にガードに隠

された内部の機構を見せるために防護措置
を一時的に取り外す場合にも、仮設の覆い
（透明なものでもよいだろう）、囲い等を
設けなければならない 23。 
第 43 条は何人にも適用され、製造者のみ

ならず例えば問屋、小売店、中古品販売店

等にも適用されることにも注意が必要であ
る。 
1.4.4 第 43条の 2関係 
1.4.4.1 「当該機械等の回収又は改善」 
小型ボイラー等に例えれば、使用されて

いる材料に問題があり修繕の余地がないよ
うな場合は回収命令が必要となり、銘板の
記載漏れ等であってこれを適正なものに取
り替えれば良い等の場合については改善命
令で足りるものと思われる。 

ところで、第 43条の 2 第 2 号や第 4 号に
掲げられているもの（いわゆる不良品）に
関し、同じ型式ないし同じロットの製品群
すべてについて不良品である場合や、不良
品であることが外観上確認しやすい場合も
あるが、ある製品群に対してある

、、
割合で不

良品が生じているが、製品 1 個 1 個が不良
品かどうかは外観上分からないような場合
もある。そこで、この「当該機械等」が、
いわゆる不良品のみを指すのか、不良品を
含めた製品群すべてを指すのかということ
が問題となるが、文理上、「当該機械等」
が、その者が製造し、又は輸入した第 42 条
の機械等を指すと考えられるので、後者で
あろう。 
なお、仮に、製品 1 個 1 個につき不良品

かどうかが外観上分からないような場合に
は、不良品の

、、、、
回収等を行う命令を発出して

も、結局すべて回収されない限り、その命
令が履行されたかどうかの確認が事実上不
可能な場合がある。なぜなら、回収されず
に残ったものが不良品かどうか分からない
からである。また、防毒マスクの吸収缶や
墜落制止用器具のベルトなどのように、個
別試験をして初めて適合性が明らかになる
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が個別試験（破過試験、衝撃試験）を実施
するともはや使用できないようなものもあ
る。したがって、これらについては、現実
的には型式、ロット等を単位として回収せ
ざるをえないことが多いのではないだろう
か。 
消費生活用製品安全法（昭和 48 年 6 月 6

日法律第 31 号）でも、一定の違反行為や基
準不適合品の販売等の行為を前提としつつ
も、命令発出要件を「一般消費者の生命又
は身体について危害が発生するおそれがあ
ると認める場合において、当該危害の発生
及び拡大を防止するため特に必要があると
認めるとき」としていることから、例えば
市中に流通している製品を抽出して試験を
した結果として所定の問題が認められた製
品については、個々の製品に実際に不良品
であるか否かにかかわらず不良品であるお
それのある製品群はすべて回収するよう命
ずることのできる余地が残されている。 
消費生活用製品安全法（昭和四十八年六月
六日法律第三十一号） 

第二章 特定製品 
第六節 危害防止命令 

第三十二条 主務大臣は、次の各号に掲げ
る事由により一般消費者の生命又は身体
について危害が発生するおそれがあると
認める場合において、当該危害の発生及
び拡大を防止するため特に必要があると
認めるときは、当該各号に規定する者に
対し、販売した当該特定製品の回収を図
ることその他当該特定製品による一般消
費者の生命又は身体に対する危害の発生
及び拡大を防止するために必要な措置を

とるべきことを命ずることができる。 
一 特定製品の製造、輸入又は販売の事
業を行う者が第四条第一項の規定に違
反して特定製品を販売したこと。 

二 届出事業者がその届出に係る型式の
特定製品で技術基準に適合しないもの
を製造し、輸入し、又は販売したこと
（第十一条第一項ただし書の規定の適
用を受けて製造し、又は輸入した場合
を除く。）。 

ただ、回収又は改善すべき製品群が不特
定多数の者へ流通している場合には、回収
及び改善を命じても事実上それを完了する
ことが困難な場合もあるものと思われる。 
1.4.4.2 「厚生労働省令で定める事項」 
当該機械等を使用している者へ通知すべ

き事項として命令することができるものの
内容は、安衛則第 27 条の 2 に規定されてい
る。 
労働安全衛生規則（昭和四十七年九月三十
日労働省令第三十二号） 
（通知すべき事項） 

第二十七条の二 法第四十三条の二の厚生
労働省令で定める事項は、次のとおりと
する。 
一 通知の対象である機械等であること
を識別できる事項 

二 機械等が法第四十三条の二各号のい
ずれかに該当することを示す事実 

1.4.4.3 「その他…必要な措置」 
「その他当該機械等が使用されることに

よる労働災害を防止するため必要な措置」
には、当該機械等が本条各号のいずれかに
該当する旨の広報を行うこと等が含まれる
4。 
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1.4.4.4 第 1 号：「次条第五項の規定に違
反して、同条第四項の表示が付さ
れ、又はこれと紛らわしい表示が
付された機械等」 

この「次条」は第 44 条を指す。 
これは、個別検定で不合格となったかそ

もそも受検していない、あるいは受検して
いるがまだ合否が判定されていない機械等
など、個別検定に合格していない機械等で
あるのに個別検定合格標章が付され、又は
個別検定合格標章と紛らわしい表示が付さ
れた機械等をいう。 
他方で、個別検定に合格した機械等で所

定の規格又は安全装置を具備しないもの
（検定における錯誤や、検定実施後に性能
の劣化等により具備しなくなる等が考えら
れる）については第 43 条の 2第 4 号を適用
するものと思われる。 
1.4.4.5 第 2 号：「第四十四条の二第三項

に規定する型式検定に合格した型
式の機械等で、第四十二条の厚生
労働大臣が定める規格又は安全装
置（第四号において「規格等」と
いう。）を具備していないもの」 

これは、型式検定に合格した型式として
製造され、又は輸入されたものであっても、
実際には所定の規格又は安全装置を具備し
ていないものをいう。 
型式検定に合格しても、不適正な検定が

行われた場合や、製造工程上の問題で不良
品が発生した場合等で規格等を具備ないも
のが流通し、あるいは製造後にその性能が
想定より早く失われること等を想定したも
のであろう。 
1.4.4.6 第 3 号：「第四十四条の二第六項

の規定に違反して、同条第五項の

表示が付され、又はこれと紛らわ
しい表示が付された機械等」 

これは、第 43 条の 2 第 1号と同様で、型
式検定で不合格となったかそもそも受検し
ていない型式、あるいは受検しているがま
だ合否が判定されていない型式など、型式
検定に合格していない型式の機械等である
のに型式検定合格標章が付され、又は型式
検定合格標章と紛らわしい表示が付された
機械等をいう。 
1.4.4.7 第 4 号：「第四十四条の二第一項

の機械等以外の機械等で、規格等
を具備していないもの」 

この「規格等」とは「第四十二条の厚生
労働大臣が定める規格又は安全装置」をい
う（1.4.4.5 節参照）。 
「第四十四条の二第一項の機械等以外の

機械等」には型式検定制度の対象となって
いないあらゆる機械等が入りそうであるが、
「規格等を具備していないもの」という修
飾句があるので、ここでの「機械等」は、
第 42 条の規定により所定の規格等を具備
すべきことが定められている機械等（個別
検定の対象となる機械等を含む。）に限ら
れるだろう。 
なお、登録個別検定機関が実施した個別

検定において第 54 条において準用する第
47条第 3項の規定等によることなく不適正
な検定が行われた場合、構造規格を具備し
ていない機械等が流通するおそれがあるた
め、個別検定対象機械等であって構造規格
を満たさないものについては、本条の機械
等に係る回収等命令の対象に含めるとする
通達がある 24。 
以上から明らかなように、第43条の2は、

第 42 条の対象機械等のみを対象としたも
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のである。それ以外の機械等については、
特定機械等であっても回収等の命令制度は
ない。特定機械等について回収等の命令制
度がないのは片手落ちの感が否めない。な
ぜなら、落成検査を実施した特定機械等（移
動式のものについては設置報告書が提出さ
れたもの）は労働基準監督機関において検
査証番号、設置地、有効期間等を把握して
おり、労働基準監督機関が直接その回収、
改善、廃止等を監督することができるが、
もしそうでないものがあれば製造者自身に
流通経路を調査させ、回収等を行わせる方
法が適していると思われるからである。た
だし、機械等貸与者による貸与については、
第 98 条第 1 項の規定により、機械等貸与者
に対して必要な事項を命令することができ
る。また、譲渡等の制限の対象機械等以外
の機械等であっても、回収等の命令制度が
あることが望ましいと思われるが、そのよ
うな制度はない。 
ただし、昭和 46年から労働行政が運用し

ている欠陥機械等通報制度（1.9.2 節参照）
では、第 42 条の機械等に限らず、特定機械
等、第 43 条の機械等のほか、これら以外の
機械等で製造者に責任のある欠陥により労
働災害を発生させたものも対象としている。 
1.5 適用範囲の検討 
本法は第 1 条でその目的を職場における

労働者の安全と健康の確保及び快適な職場
環境の形成の促進としており、それらと関
係のない場合における本法の適用が問題と
なる。 
また、本法第 115 条には、鉱山における

保安に関する一部適用除外及び船員に対す
る適用除外規定が置かれ、その代わり、鉱
山における保安に対しては鉱山保安法（昭

和 24 年 5 月 16 日法律第 70 号）、船員に
対しては船員法（昭和 22 年 9月 1 日法律第
100 号）が適用される。 
（目的） 

第一条 この法律は、労働基準法(昭和二十
二年法律第四十九号)と相まつて、労働災
害の防止のための危害防止基準の確立、
責任体制の明確化及び自主的活動の促進
の措置を講ずる等その防止に関する総合
的計画的な対策を推進することにより職
場における労働者の安全と健康を確保す
るとともに、快適な職場環境の形成を促
進することを目的とする。 
（適用除外） 

第百十五条 この法律（第二章の規定を除
く。）は、鉱山保安法第二条第二項及び
第四項の規定による鉱山における保安に
ついては、適用しない。 

２ この法律は、船員法(昭和二十二年法律
第百号)の適用を受ける船員については、
適用しない。 
本節では、産業労働の場以外の場、鉱山

及び船員における第 42 条から第 44 条の 2
までの規定の適用について検討する。 
1.5.1 産業労働の場以外の場への適用 
本法において名宛人を事業者等に限定し

ない条項としては、第 5 章第 1 節の規定群
（一部を除く）以外にも、例えば、特定の
業務に対する無資格者の就業を禁ずる第61
条第 2 項がある。同項の名宛人の範囲につ
いては、昭和 49 年 6 月 25 日付け基収第
1367号において、新潟労働基準局長からの
「労働者のみではなく、個人事業主や一人
親方等も含まれると解されるが如何」との
疑義照会に対し、労働省労働基準局長は「貴
見のとおり。なお、労働安全衛生法第六一
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条第二項の規定が、産業労働の場以外の場
における同条第一項の業務についても適用
されるものではないことはもち論であるの
で、念のため申し添える。」と回答してい
る。 
この回答は、本法第 1 条の目的規定の趣

旨と整合的であるが、建設アスベスト訴訟
神奈川 1陣訴訟に係る令和 3年 5月 17日の
最高裁判決 25の前後では、その具体的な解
釈が若干異なるものと考えられる。 
即ち、本法制定以降同判決が出される前

までは、労働省及び厚生労働省は本法第 1
条に規定される本法の目的を、労働者の安
全及び健康の確保並びに労働者の

、、、、
快適な職

場環境（平成 4年法律第 55 条による本法改
正前まで「作業環境」）の形成の促進であ
ると解釈していた。本法制定のもととなっ
た昭和 46 年 7 月 13 日付け労働基準法研究
会第 3 小委員会報告では、労働災害防止の
ための危害防止基準の上乗せというニュア
ンスで、民間の自主的活動の推進及び労働
者の健康対策の一環としての労働環境の快
適化が謳われており、平成 4年法律第 55 号
のもととなった平成 4年 1月 10日付け中央
労働基準審議会建議 26でも、快適職場の概
念を飽くまで労働者に係るものとの旨明記
していた。 
しかし、実際に成立した法律案において

は「労働者の
、、、、

快適な作業環境」や「労働者
、、、

の
、
快適な職場環境」とは明記されず、単に

「快適な作業環境」「快適な職場環境」と
なっているため、同判決では、第 1条が「快
適な職場環境（平成 4 年法律第 55 号による
改正前は「作業環境」）の形成を促進する
ことをも目的に掲げているのであるから，
労働者に該当しない者が，労働者と同じ場

所で働き，健康障害を生ずるおそれのある
物を取り扱う場合に，安衛法 57 条が労働者
に該当しない者を当然に保護の対象外とし
ているとは解し難い。」とされた。 
したがって、前掲通達は、発出当初は、

「労働者の保護のための規定であるから産
業労働の場以外の場に適用はない」との趣
旨と解されるが、現在では、「労働者及び
労働者と同じ職場で働く者のための規定で
あるから産業労働の場以外の場に適用はな
い」というふうにその解釈を改める必要が
あろう。そうすれば、この通達は依然とし
て同判決と整合させることができる。 
第 42 条から第 44 条の 2までの規定につ

いても同様に考えると、第 1 条の目的規定
との関係で言えば、労働者及び労働者と同
じ場所で働く者に危害を及ぼさない場合に
適用がないという主張もありうる。同判決
において、本法の適用範囲が第 1 条を取り
上げて議論されたことから、第 1 条が本法
の適用範囲と一定の関係にあることは否定
できないからである。 
これについては昭和 47 年 9 月 18 日付け

発基第 91 号「労働安全衛生法の施行につい
て」で「労働基準法の適用範囲より拡大さ
れ、政令で定める一定の機械等または有害
物の製造等を行なう者は、何人も、この法
律による規制を受けることとなつた。」と
されているが、例えば自営業者で労働者を
使用していないものが、木材加工用丸のこ
盤の歯の接触予防装置を自作し、（型式検
定を受けず）構造規格も具備していないも
のを設置した場合に第 42 条違反となるか、
第 1条の趣旨との関係で疑問が残る 27。 
思うに、本法の適用範囲の問題は、他の

法令との関係における本法（やその目的規
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定）の位置付けや、日本における安全衛生
政策のあり方全体に関係することであるた
め、本稿では性急な結論を出さず今後の検
討課題としたい。 
1.5.2 鉱山に対する適用 
「保安」には、安全に係る事項は原則と

して含まれるが、衛生に係る事項は、通気
を除き、一般には含まれていないものと解
されている。即ち、鉱山に対しては、本法
は原則として通気を除く衛生に係る事項に
ついてのみ適用されることとなる 28。 
そこで、第 42 条から第 44 条の 2までの

規定が鉱山に関して適用されるかが問題と
なるが、思うに、鉱山とは場の概念である
から、本法中保安に係る事項のうち場に対
して適用されるものや、鉱山の内部で完結
するような事項に対して本法の規定を適用
しないという趣旨と解される。「場」とは、
本法の基本的な適用単位である「事業場」
と同様に「工場、鉱山、事務所、店舗等の
ごとく一定の場所において相関連する組織
のもとに継続的に行なわれる作業の一体」29

と定義できるだろう。したがって、鉱山の
みで使用することが明らかな機械等の譲渡
若しくは貸与及び鉱山に機械等を設置する
行為については第 42 条から第 44 条の 2 ま
での規定の適用はないが、そうでなく例え
ば鉱山で使用されていたものを鉱山の外部
に譲渡、貸与又は設置する行為は、保安に
関する事項であっても、第 42 条から第 44
条の 2 までの規定の適用を受けると解すべ
きだろう。 
なお、第 43 条に関して言えば、ILO 第

119 号条約の承認について審議された第 71
回国会衆議院外務委員会の政府答弁（資料
1－235）では、「わが国の場合、この条約

について適用範囲の限定をいたす考えはご
ざいません。したがいまして、一項にござ
いますように、経済活動のすべての部門に
ついて適用いたします。」としていること
から、本来、鉱山保安法でも同様の規制を
なされてしかるべきと考えられるが、管見
の範囲では鉱山保安法及びそれに基づく命
令中に第 43 条に相当するような規定は認
められなかった。いずれにせよ日本では条
約の一般的受容方式を採用していと解され
るため、鉱山における保安に対しても同条
約の適用は排除されないだろう。 
1.5.3 船員に対する適用 
第 42 条から第 44 条の 2までの規定が船

員に関して適用されるかということについ
ては、思うに、船員に対して本法を適用し
ないというのは、「本法の適用において船
員を労働者とみなさない」といいかえるこ
とができ、事業者と労働者との使用従属関
係を軸とする第 20 条から第 27 条までをは
じめとする規定は船員に適用されないが
（事業場内に船員以外の労働者がいる場合
はその限りで当然適用される。）、第 42条
から第44条の2までのように不特定多数の
労働者を保護するために設けられた規定に
ついては、船員に対する適用除外は問題と
はならないだろう。ただし、船員を保護客
体でなく義務主体として考える場合には本
法の適用が問題となり、例えば船員が譲渡、
貸与又は設置を行った場合は、文理上、第
42 条から第 44 条の 2 までの規定が適用さ
れないことも考えられる。これは今後の検
討課題としたい。 
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1.6 動力に依り運転せらるる機械の保護
に付ての責任に関する勧告（ILO 第
32号勧告） 

第 12 回国際労働会議で 1929 年 6 月 21
日に採択された動力に依り運転せらるる機
械の保護に付いての責任に関する勧告
（ILO 第 32号勧告）30では、各国における
動力駆動機械に係る安全を一層有効に確保
するため、使用者に存すべき責任を害する
ことなく、各国は、その領域内で使用され
ることを目的とする機械で法定の安全装置
（機械の一部を構成する電気装置に係るも
のを含む）がないものを供給し（supply）、
又は据え付ける（install）ことを法令により
禁止するよう勧告された。 
この勧告は、その後内容が時代遅れとな

ったとして 2004年の第 92回国際労働会議
において撤回された 31。 
原文は次のとおりである 32。 

RECOMMENDATION CONCERNING 
RESPONSIBILITY FOR THE PROTEC-
TION OF POWER-DRIVEN MACHIN-

ERY. 
The General Conference of the Interna-

tional Labour Organisation, 
Having been convened at Geneva by 

the Governing Body of the International 
Labour Office, and having met in its 
Twelfth Session on 30 May 1929, and 

Having decided upon the adoption of 
certain proposals with regard to respon-
sibility for the protection of power-driven 
machinery, which is included in the first 
item on the agenda of the Session, and 

Having determined that these pro-
posals should take the form of a Recom-

mendation, 
adopts this twenty-first day of June of the 
year one thousand nine hundred twen-
ty-nine, the following Recommendation, 
which may be cited as the Power-driven 
Machinery Recommendation, 1929, to be 
submitted to the Members of the Interna-
tional Labour Organisation for considera-
tion with a view to effect being given to it 
by national legislation or otherwise, in ac-
cordance with the provisions of the Con-
stitution of the International Labour Or-
ganisation: 

I 
In order more effectively to ensure, in the 

interest of the safety of the workers, that 
the requirements prescribed by national 
laws or regulations for the protection of 
power-driven machinery used in the coun-
try concerned are properly complied with, 
and without prejudice to the responsibility 
which should in any case rest and remain 
on the employer for seeing that any ma-
chinery used in his undertaking is protected 
in accordance with national laws or regula-
tions, 

The Conference recommends that each 
Member adopt and apply to as great an ex-
tent as possible the principle that it should 
be prohibited by law to supply or install any 
machine intended to be driven by mechan-
ical power and to be used within its territo-
ry, unless it is furnished with the safety ap-
pliances required by law for the operation 
of machines of that type. 

The previous paragraph applies to any 
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electrical equipment forming part of such a 
machine. 

II 
Each Member should keep the Interna-

tional Labour Office informed of the 
measures taken by it to apply the 
above-mentioned principle and of the re-
sults of its application. 

The foregoing is the authentic text of the 
Recommendation duly adopted by the 
General Conference of the International 
Labour Organisation during its Twelfth 
Session which was held at Geneva and de-
clared closed the 21st day of June 1929. 

IN FAITH WHEREOF we have ap-
pended our signature this fifteenth day of 
August 1929. 

The President of the Conference. 
Dr. BRAUNS. 

The Director of the International Labour 
Office. 

ALBERT THOMAS 
1.7 機械の防護に関する条約（ILO第 119

号条約） 
本法第 43 条は、機械の防護に関する条約

33（ILO 第 119 号条約，本稿では「本条約」
という。）第 2 部（販売、賃貸及び他の方
法による移転並びに展示）の国内担保法で
ある。 
本条約は、第 47回国際労働会議において

1963年 6 月 25 日に採択され、1965 年 4 月
21 日に発効したものである。 
日本では本法第 43 条等によって国内実

施の準備が整ったことから、1973 年 6 月
27 日国会承認、1973 年 7月 31 日批准書寄
託、1973 年 8 月 10 日公布・告示を経て、

1974年 7 月 31 日から効力が発生した 34。 
しかし、欧州連合などにおける機械安全

規格が発達する中で時代にそぐわない面が
あること等により、改正の必要性が決定さ
れている（1.7.5 節参照）。 
本条約の国内担保法としては本法第 43

条のほか、第 20 条、第 26 条等があるが、
第 43 条に絡めて話題にされることが多い
ことから、本稿で取り上げることとした。 
なお、本条約は、同時に採択された機械

の防護に関する勧告（ILO 第 118 号勧告，
1963 年 6 月 25 日採択，改正の必要性が決
定済）によって補足されているが、本稿で
は同勧告についての検討は省略する。 
1.7.1 概要 
本条約の英語正文は次のとおりである 35。

日本語訳には、官報で公布された外務省訳
34と ILO 駐日事務所のもの 33がある。 
Convention concerning the Guarding of 
Machinery (No. 119) 

Preamble 
The General Conference of the Interna-

tional Labour Organisation, 
Having been convened at Geneva by the 

Governing Body of the International 
Labour Office, and having met in its 
Forty-seventh Session on 5 June 1963, 
and 

Having decided upon the adoption of 
certain proposals with regard to the 
prohibition of the sale, hire and use of 
inadequately guarded machinery, 
which is the fourth item on the agenda 
of the session, and 

Having determined that these proposals 
shall take the form of an international 
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Convention, 
adopts this twenty-fifth day of June of the 
year one thousand nine hundred and six-
ty-three the following Convention, which 
may be cited as the Guarding of Machinery 
Convention, 1963: 

PART I. GENERAL PROVISIONS 
Article 1 

1. All power-driven machinery, new or 
second-hand, shall be considered as ma-
chinery for the purpose of the application 
of this Convention. 

2. The competent authority in each 
country shall determine whether and how 
far machinery, new or second-hand, oper-
ated by manual power presents a risk of 
injury to the worker and shall be considered 
as machinery for the purpose of the appli-
cation of this Convention. Such decisions 
shall be taken after consultation with the 
most representative organisations of em-
ployers and workers concerned. The initia-
tive for such consultation can be taken by 
any such organisation. 

3. The provisions of this Convention― 
(a) apply to road and rail vehicles during 

locomotion only in relation to the safety 
of the operator or operators; 

(b) apply to mobile agricultural machinery 
only in relation to the safety of workers 
employed in connection with such ma-
chinery. 
PART II. SALE, HIRE, TRANSFER IN 

ANY OTHER MANNER AND EXHIBI-
TION 

Article 2 

1. The sale and hire of machinery of 
which the dangerous parts specified in 
paragraphs 3 and 4 of this Article are 
without appropriate guards shall be prohib-
ited by national laws or regulations or pre-
vented by other equally effective measures. 

2. The transfer in any other manner and 
exhibition of machinery of which the dan-
gerous parts specified in paragraphs 3 and 
4 of this Article are without appropriate 
guards shall, to such extent as the compe-
tent authority may determine, be prohibit-
ed by national laws or regulations or pre-
vented by other equally effective measures: 
Provided that during the exhibition of ma-
chinery the temporary removal of the 
guards in order to demonstrate the ma-
chinery shall not be deemed to be an in-
fringement of this provision as long as ap-
propriate precautions to prevent danger to 
persons are taken. 

3. All set-screws, bolts and keys, and, to 
the extent prescribed by the competent 
authority, other projecting parts of any 
moving part of machinery also liable to 
present danger to any person coming into 
contact with them when they are in motion, 
shall be so designed, sunk or protected as to 
prevent such danger. 

4. All flywheels, gearing, cone and cylin-
der friction drives, cams, pulleys, belts, 
chains, pinions, worm gears, crank arms 
and slide blocks, and, to the extent pre-
scribed by the competent authority, shaft-
ing (including the journal ends) and other 
transmission machinery also liable to pre-
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sent danger to any person coming into 
contact with them when they are in motion, 
shall be so designed or protected as to pre-
vent such danger. Controls also shall be so 
designed or protected as to prevent danger. 

Article 3 
1. The provisions of Article 2 do not ap-

ply to machinery or dangerous parts thereof 
specified in that Article which-- 
(a) are, by virtue of their construction, as 

safe as if they were guarded by appropri-
ate safety devices; or 

(b) are intended to be so installed or placed 
that, by virtue of their installation or po-
sition, they are as safe as if they were 
guarded by appropriate safety devices. 
2. The prohibition of the sale, hire, 

transfer in any other manner or exhibition 
of machinery provided for in paragraphs 1 
and 2 of Article 2 does not apply to ma-
chinery by reason only of the machinery 
being so designed that the requirements of 
paragraphs 3 and 4 of that Article are not 
fully complied with during maintenance, 
lubrication, setting-up and adjustment, if 
such operations can be carried out in con-
formity with accepted standards of safety. 

3. The provisions of Article 2 do not pro-
hibit the sale or transfer in any other man-
ner of machinery for storage, scrapping or 
reconditioning, but such machinery shall 
not be sold, hired, transferred in any other 
manner or exhibited after storage or recon-
ditioning unless protected in conformity 
with the said provisions. 

Article 4 

The obligation to ensure compliance with 
the provisions of Article 2 shall rest on the 
vendor, the person letting out on hire or 
transferring the machinery in any other 
manner, or the exhibitor and, where ap-
propriate under national laws or regula-
tions, on their respective agents. This obli-
gation shall rest on the manufacturer when 
he sells machinery, lets it out on hire, 
transfers it in any other manner or exhibits 
it. 

Article 5 
1. Any Member may provide for a tem-

porary exemption from the provisions of 
Article 2. 

2. The duration of such temporary ex-
emption, which shall in no case exceed 
three years from the coming into force of 
the Convention for the Member concerned, 
and any other conditions relating thereto, 
shall be prescribed by national laws or reg-
ulations or determined by other equally 
effective measures. 

3. In the application of this Article the 
competent authority shall consult the most 
representative organisations of employers 
and workers concerned and, as appropriate, 
manufacturers' organisations. 

PART III. USE 
Article 6 

1. The use of machinery any dangerous 
part of which, including the point of opera-
tion, is without appropriate guards shall be 
prohibited by national laws or regulations 
or prevented by other equally effective 
measures: Provided that where this prohi-
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bition cannot fully apply without prevent-
ing the use of the machinery it shall apply 
to the extent that the use of the machinery 
permits. 

2. Machinery shall be so guarded as to 
ensure that national regulations and stand-
ards of occupational safety and hygiene are 
not infringed. 

Article 7 
The obligation to ensure compliance with 

the provisions of Article 6 shall rest on the 
employer. 

Article 8 
1. The provisions of Article 6 do not ap-

ply to machinery or parts thereof which, by 
virtue of their construction, installation or 
position, are as safe as if they were guarded 
by appropriate safety devices. 

2. The provisions of Article 6 and Article 
11 do not prevent the maintenance, lubri-
cation, setting-up or adjustment of ma-
chinery or parts thereof carried out in con-
formity with accepted standards of safety. 

Article 9 
1. Any Member may provide for a tem-

porary exemption from the provisions of 
Article 6. 

2. The duration of such temporary ex-
emption, which shall in no case exceed 
three years from the coming into force of 
the Convention for the Member concerned, 
and any other conditions relating thereto, 
shall be prescribed by national laws or reg-
ulations or determined by other equally 
effective measures. 

3. In the application of this Article the 

competent authority shall consult the most 
representative organisations of employers 
and workers concerned. 

Article 10 
1. The employer shall take steps to bring 

national laws or regulations relating to the 
guarding of machinery to the notice of 
workers and shall instruct them, as and 
where appropriate, regarding the dangers 
arising and the precautions to be observed 
in the use of machinery. 

2. The employer shall establish and 
maintain such environmental conditions as 
not to endanger workers employed on ma-
chinery covered by this Convention. 

Article 11 
1. No worker shall use any machinery 

without the guards provided being in posi-
tion, nor shall any worker be required to 
use any machinery without the guards pro-
vided being in position. 

2. No worker using machinery shall make 
inoperative the guards provided, nor shall 
such guards be made inoperative on any 
machinery to be used by any worker. 

Article 12 
The ratification of this Convention shall 

not affect the rights of workers under na-
tional social security or social insurance 
legislation. 

Article 13 
The provisions of this Part of this Con-

vention relating to the obligations of em-
ployers and workers shall, if and in so far as 
the competent authority so determines, 
apply to self-employed workers. 
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Article 14 
The term employer for the purpose of 

this Part of this Convention includes, 
where appropriate under national laws or 
regulations, a prescribed agent of the em-
ployer. 

PART IV. MEASURES OF  
APPLICATION 

Article 15 
1. All necessary measures, including the 

provision of appropriate penalties, shall be 
taken to ensure the effective enforcement 
of the provisions of this Convention. 

2. Each Member which ratifies this Con-
vention undertakes to provide appropriate 
inspection services for the purpose of su-
pervising the application of the provisions 
of the Convention, or to satisfy itself that 
appropriate inspection is carried out. 

Article 16 
Any national laws or regulations giving 

effect to the provisions of this Convention 
shall be made by the competent authority 
after consultation with the most repre-
sentative organisations of employers and 
workers concerned and, as appropriate, 
manufacturers' organisations. 

PART V. SCOPE 
Article 17 

1. The provisions of this Convention ap-
ply to all branches of economic activity un-
less the Member ratifying the Convention 
specifies a more limited application by a 
declaration appended to its ratification. 

2. In cases where a declaration specifying 
a more limited application is made― 

(a) the provisions of the Convention shall 
be applicable as a minimum to under-
takings or branches of economic activity 
in respect of which the competent au-
thority, after consultation with the labour 
inspection services and with the most 
representative organisations of employ-
ers and workers concerned, determines 
that machinery is extensively used; the 
initiative for such consultation can be 
taken by any such organisation; 

(b) the Member shall indicate in its reports 
under Article 22 of the Constitution of 
the International Labour Organisation 
any progress which may have been made 
with a view towards wider application of 
the provisions of this Convention. 
3. Any Member which has made a decla-

ration in pursuance of paragraph 1 of this 
Article may at any time cancel that declara-
tion in whole or in part by a subsequent 
declaration. 

PART VI. FINAL PROVISIONS 
Article 18 

The formal ratifications of this Conven-
tion shall be communicated to the Direc-
tor-General of the International Labour 
Office for registration. 

Article 19 
1. This Convention shall be binding only 

upon those Members of the International 
Labour Organisation whose ratifications 
have been registered with the Direc-
tor-General. 

2. It shall come into force twelve months 
after the date on which the ratifications of 
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two Members have been registered with the 
Director-General. 

3. Thereafter, this Convention shall come 
into force for any Member twelve months 
after the date on which its ratifications has 
been registered. 

Article 20 
1. A Member which has ratified this 

Convention may denounce it after the ex-
piration of ten years from the date on which 
the Convention first comes into force, by 
an act communicated to the Direc-
tor-General of the International Labour 
Office for registration. Such denunciation 
shall not take effect until one year after the 
date on which it is registered. 

2. Each Member which has ratified this 
Convention and which does not, within the 
year following the expiration of the period 
of ten years mentioned in the preceding 
paragraph, exercise the right of denuncia-
tion provided for in this Article, will be 
bound for another period of ten years and, 
thereafter, may denounce this Convention 
at the expiration of each period of ten years 
under the terms provided for in this Article. 

Article 21 
1. The Director-General of the Interna-

tional Labour Office shall notify all Mem-
bers of the International Labour Organisa-
tion of the registration of all ratifications 
and denunciations communicated to him by 
the Members of the Organisation. 

2. When notifying the Members of the 
Organisation of the registration of the sec-
ond ratification communicated to him, the 

Director-General shall draw the attention 
of the Members of the Organisation to the 
date upon which the Convention will come 
into force. 

Article 22 
The Director-General of the Interna-

tional Labour Office shall communicate to 
the Secretary-General of the United Na-
tions for registration in accordance with 
Article 102 of the Charter of the United 
Nations full particulars of all ratifications 
and acts of denunciation registered by him 
in accordance with the provisions of the 
preceding Articles. 

Article 23 
At such times as it may consider neces-

sary the Governing Body of the Interna-
tional Labour Office shall present to the 
General Conference a report on the work-
ing of this Convention and shall examine 
the desirability of placing on the agenda of 
the Conference the question of its revision 
in whole or in part. 

Article 24 
1. Should the Conference adopt a new 

Convention revising this Convention in 
whole or in part, then, unless the new 
Convention otherwise provides: 
(a) the ratification by a Member of the new 

revising Convention shall ipso jure in-
volve the immediate denunciation of this 
Convention, notwithstanding the provi-
sions of Article 20 above, if and when the 
new revising Convention shall have come 
into force; 

(b) as from the date when the new revising 
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Convention comes into force this Con-
vention shall cease to be open to ratifica-
tion by the Members. 
2. This Convention shall in any case re-

main in force in its actual form and content 
for those Members which have ratified it 
but have not ratified the revising Conven-
tion. 

Article 25 
The English and French versions of the 

text of this Convention are equally authori-
tative. 
1.7.2 批准国 

ILO のウェブサイト 36によれば、いまの
ところ、52カ国が本条約を批准しているが、
このうちノルウェーは本条約第 17 条第１
項の規定に基づき特定の事業及び船舶等を
適用除外の対象に指定している。 
世界各国における本条約の批准状況を、

図 14（試作）に表した。 
1.7.3 日本における批准 
本条約の批准に際しては、その国内実施

に関し、1973 年 6月 1 日、衆議院外務委員
会において岡田春夫委員（日本社会党議員）
と政府委員との間で逐条的な質疑応答が行
われたので、資料 1 にまとめた。 
1.7.4 日本に係る国内実施及び適用監視 
日本の国内実施状況の概要に関する

CEACRの 1977年の報告書の記載を引用し、
資料 2 とした。資料 2 には記載されていな
いが鉱山保安法も国内担保法の 1 つである。 
日本政府は、本条約について近年では

2005 年 37,38、2010 年 39、2015 年 40に ILO
に年次報告を行っている。日本労働組合総
連合会（略称＝連合）は、政府の年次報告
案に対し、ILO 懇談会において 2005 年 41に

は労働基準監督官合格者の削減等に対する
危惧と機械の包括的な安全基準に関する指
針 42,43の法規制への格上げすべきとの考え
を意見書として提出し、2015 年には機械の
譲渡者または貸与者から機械の使用事業者
への危険情報提供を努力義務から義務化す
ること等の意見を出している 44。2015年の
年次報告ではこの連合の意見が年次報告に
添付されたため、2006 年、CEACR はこの
意見等に留意し、日本政府に対し、直接要
請 45により、日本が本条約の効果を発揮す
るためにとった措置について、社会的パー
トナーとの間で行った議論に関する情報を
引き続き提供するよう要請し、2012 年に改
正された労働安全衛生規則の写しを提供す
るよう求めた。 
日本が本条約について行う次回の年次報

告は 2024 年とされている 46。 
1.7.5 改正の必要性の決定 
本条約は、国際労働基準の見直しのため

開催されたいわゆるカルティエ委員会
（1995～2002 年）47において、改正の必要
があるとされ、理事会でも改正が決定され
たが 48、まだ改正には至っていない。 
改定の必要性に関する議論 49においては、

改正の必要がないという国々もあった中、
フィンランドとドイツからは、改正する場
合は欧州連合（EU）のガイドラインに沿っ
た包括的なアプローチを採るべきという意
見、ガーナからは、中古機械を輸入するこ
とが多い低開発国の問題を挙げ、この状況
を考慮した本条約の部分改正が提案された。
また、オランダからは、本条約に EC 指令
との互換性がないという見解が示された。 
1.8 沿革 
第 42 条は、労働基準法旧第 46 条第 1項
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の譲渡等規制に、同法旧第 45 条の規定によ
る省令又は当該省令から再委任を受けた告
示で定められていた規格を取り込んで発展
させたものである（同法旧第 46 条第 2 項は
現在の特定機械等の規制のもととなった。）。 
第 43 条については、本研究協力者の若干

の調査では、本法制定前において同条に相
当するような規定は不見当であった。 
本節では、機械等の譲渡等規制と、説明

の便宜上、本法制定前の検定制度について
も併せて述べるので、2.5 節では本法制定以
降の沿革のみを扱うこととする。 
1.8.1 汽罐取締令 
国の法令としての機械等の流通規制の嚆

矢は汽罐取締令（昭和 10 年 4月 9 日内務省
令第 20 号）であると思われる。 
同令では、缶体検査に合格していない汽

缶の設置の禁止その他全体として現在の特
別特定機械等の規制に類似の規制を敷いて
いたほか、その構造要件を同令第 25 条で告
示に委任するという方法が採られていた。 
汽罐取締令（昭和十年四月九日內務省令第
二十號） 
第六條 汽罐ハ罐體檢査ニ合格シタルモノ
ニ非ザレバ之ヲ設置スルコトヲ得ズ 
〈第二項略〉 

第二十五條 汽罐ハ吿示ヲ以テ別ニ定ムル
構造上ノ要件ヲ具備シタルモノナルコト
ヲ要ス 
應張力又ハ應曲力ヲ生ズル部分ニ付熔接
ヲ行ヒタル汽罐ハ熔接ノ設備、設計、施
行方法及熔接者ニ付熔接着手前汽罐熔接
地地方長官ノ承認ヲ受ケタルモノナルコ
トヲ要ス 
地方長官支障ナシト認ムルトキハ前二項
ノ規定ニ依ラザルコトヲ得 

また、同令第 25 条第 1項では、汽罐の構
造上の要件を告示に委任することとされて
おり、同日公布された昭和 10年 4月 9 日内
務省告示第 204 号（通称＝汽罐構造規格）
がそれに該当する。 
同告示では、各種の日本標準規格（JES）

が随所に引用されている。その一例を次に
示す。 
◎昭和十年四月九日內務省吿示第二百四號 
汽罐取締令第二十五條ノ規定ニ依ル汽罐ノ
構造上ノ要件制限壓力三十五瓩平方糎以下
ノモノニ付左ノ通定ム 
昭和十年四月九日 

內務大臣 後藤 文夫  
第一章 汽罐ノ材料 

第一條 汽罐ノ材料ハ左表ニ揭グルモノヲ
使用スルコトヲ要ス但シ之ト同等以上ノ
材料ヲ使用スル場合又ハ制限壓力十瓩平
方糎以下ノ汽罐ニ付地方長官支障ナシト
認ムル場合ハ此ノ限ニ在ラズ 

種別 
材料 

註 
材質 寸法 

鋼板 罐胴 日本標準規
格第二十二
號罐用壓延
鋼材 

鋼板第一種 
鋼板第二種 
鋼板第四種 

  

〈略〉 〈略〉   
〈略〉 

〈以下略〉 
1.8.2 労働基準法 
労働基準法の立案作業において、機械等

の譲渡等の制限規定（労働基準法時代の見
出しは、「安全装置」であった。）は、労
働保護法案要綱（昭和 21年 4月 21 日）（第
2 次案）第 28 条として現れたのが最初であ
り、その後、公聴会（この条については重
要な意見はなかった 50）等を経て、第 2 次
案から大きな変更のないまま、労働基準法
草案（昭和 21 年 11 月 20 日）（第 8次案）
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51では次のような規定振りであった。 
勞働基準法草案（第八次案） 
（安全裝置） 

第四十二條 危險な作業を必要とする機械
器具は安全裝置を具備しなければ讓渡又
は貸與若しくは設置をしてはならない 
特に危險な作業を必要とする機械器具は
予め行政官庁の許可を受けなければ製
造、變更若しくは設置をしてはならない 
前二項の機械器具の種類及び具備すべき
安全裝置は命令で定める 
それが、労働基準法草案（昭和 21 年 12

月 13 日）（第 8次案修正案）52では次のと
おり、「安全装置を具備しなければならな
い」の前に「必要な規格又は」の句が挿入
された 53。 
勞働基準法草案（第八次修正案） 
（安全裝置） 

第四十二條 危險な作業を必要とする機械
器具は必要な規格又は安全裝置を具備し
なければ讓渡又は貸與若しくは設置をし
てはならない 
特に危險な作業を必要とする機械器具は
予め行政官庁の許可を受けなければ製
造、變更若しくは設置をしてはならない 
前二項の機械器具の種類及び必要な規格
並びに具備すべき安全裝置は命令で定め
る 
この案にはその後大きな変更が加えられ

ず、次のとおり、労働基準法第 46 条として
公布、昭和 22 年 11 月 1日に施行された。 
労働基準法（昭和二十二年四月七日法律第
四十九号） 
（安全裝置） 

第四十六條 危險な作業を必要とする機械
及び器具は、必要な規格又は安全裝置を

具備しなければ、讓渡し、貸與し、又は
設置してはならない。 
特に危險な作業を必要とする機械及び

器具は、予め行政官廳の認可を受けなけ
れば、製造し、変更し、又は設置しては
ならない。 
前二項の機械及び器具の種類、必要な

規格及び具備すべき安全裝置は、命令で
定める。 
これ以後、安衛法制定まで、機械等の譲

渡等の制限規制は同条により行われた。 
同条について、寺本廣作は著書 54で次の

ように解説している。 
【解説】第十二回國際勞働會議では、危險
を伴ふ種類の機械は法令によつて要求され
る安全裝置を備へるものでなければこれを
供給し又は据え付けることが出來ないとい
う原則を、法令で確立することを勸吿して
ゐる。英國工場法第十七條は同樣の趣旨の
規定を設けてゐる。我が國では汽罐取締令
第五條で汽罐の設置について行政官廳の許
可を要することゝされてゐたものゝほか、
國の法令で定めたものはなかつたが勞働災
害の實積よりすれば汽罐に限らず他の危險
を伴ふ機械器具についても同樣の規定を設
ける必要が認められ、中には地方廳令で特
別の取締規則を定めてゐた事例もあつたの
で本條で安全裝置に關する一般原則を定め
ることゝした。取締りの程度については必
ずしも具體的なひとつびとつの場合に行政
官廳が關與しなくても豫め一定の安全裝置
の基準を定めて置けば足りるものも多いの
で、本條第一項ではかゝる程度の機械器具
については一定の基準による規格及安全裝
置を具備しなければ讓渡し、貸與し、又は
設置し得ないことを定めるに止めた。勞働
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安全衞生規則第三十四條は硏磨盤、丸のこ
盤以下數種の機械器具についてこの趣旨の
規定を設けたものである。汽罐の安全裝置、
調帶の繼金具等の如く、取締上必ずしも
個々の取引行爲について行政官廳の關與が
必要でなくても、たゞ一定の基準を示すに
止めるだけでは不十分なものについては同
規則第三十六條で同一種類のものの性能に
ついて勞働省勞働基準局長の認定を必要と
することゝした。危險性の特に高い機械器
具については製造、變更又は設置について、
本條第二項で豫め行政官廳の認可が必要と
され、この規定に基づき勞働安全衞生規則
第三十七條は熔接による汽罐又は特殊汽罐
の製造について勞働省勞働基準局長、同第
三十七條は汽罐又は特殊汽罐、揚重機等の
設置について所轄勞働基準監督署長の認可
を必要とすることを規定した。製造につい
て行政官廳の認可を必要としたのは元の汽
罐取締令第六條の如く製造後に於て罐體檢
査を行ふのでは、不合格になる場合、經濟
的損害が多いので之を防止することに主眼
を置いたためである。 
この引用文の冒頭の勧告は、動力に依り

運転せらるる機械の保護に付ての責任に関
する勧告（ILO 第 32号勧告）（1.6 節参照）
のことである。 
労働基準法に基づく命令として旧安衛則

（昭和 22 年 10 月 31 日労働省令第 9 号）
が公布され、昭和 22 年 11 月 1 日に施行さ
れたが、同法第 46 条第 1項に関しては次の
とおり規定された。 
労働安全衞生規則（昭和二十二年十月三十
一日労働省令第九号） 

第一編 総則 
第三章 安全裝置 

第三十四條 左に掲げる機械及び器具は、
法第四十六條第一項の規定により讓渡
し、貸與し、又は設置してはならない。 
一 第七十七條の覆を具備しない研ま盤 
二 第七十九條の割刄を具備しない丸の
こ盤 

三 第八十二條の急停止裝置を具備しな
いゴム又はエボナイトの練りロール機 

四 第八十三條の緊錠裝置を具備しない
機械 

五 第二百三十條の罐体檢査に合格しな
い汽罐又は特殊汽罐 

六 第三百九十一條の規格を具備しない
アセチレン発生器 

七 耐圧証明書のない内圧容器 
八 前各号の外、中央労働基準委員会の
議を経て労働大臣の指定するもの 

第三十五條 前條第七号の耐圧証明書は、
労働省労働基準局長が指定した者又は都
道府縣労働基準局長が樣式第五号によつ
て、発行したものでなければならない。 
〈第二項略〉 

第三十六條 第三十八條第一項第一号乃至
第三号に掲げる機械及び器具に具備する
安全裝置並びに左に掲げる器具又は安全
裝置であつて、その性能について、労働
省労働基準局長の認定のないものは、法
第四十六條第一項の規定により、讓渡し、
又は貸與してはならない。 
一 調帶の継金具 
二 動力傳導軸の急停止裝置 
三 圧機又は切断機の安全裝置 
四 木工用丸のこ盤の反ぱつ又は接触予
防裝置 

五 ゴム又はエボナイトの練りロール機
の急停止裝置 
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六 前各号の外、中央労働基準委員会の
議を経て労働大臣の指定するもの 
〈第二項略〉 
労働省労働基準局長は、第一項の器具

又は安全裝置が労働者の危害防止に有効
なものであると認めたときは、その認定
書を交付する。 

第三十八條 左に掲げる機械及び器具は、
法第四十六條第二項の規定により、所轄
労働基準監督署長の認可を受けなけれ
ば、これを設置してはならない。 
一 汽罐又は特殊汽罐 
二 揚重機 
三 アセチレン溶接裝置 
四 前各号の外、中央労働基準委員会の
議を経て労働大臣の指定するもの 
前各号の機械及び器具の範囲、必要な

規格、具備すべき安全裝置、その他認可
の基準については、第四編に規定すると
ころによる。 

第二編 安全基準 
第二章 機械裝置 

第七十七條 回轉中破壞のおそれのある研
ま盤のと石車には、堅固な覆を設けなけ
ればならない。 
〈第二項略〉 

第七十八條 動力によつて運轉する圧機又
は切断機には、金型又は刄物による危害
を防止するため、安全裝置を設けなけれ
ばならない。但し、金型又は刄物の作動
する部分に手を入れる必要のない場合に
は、この限りでない。 

第七十九條 木工用丸のこ盤には、割刄そ
の他反ぱつ予防裝置を取り付けなければ
ならない。但し、横びき用又はこれに準
ずる丸のこ盤で、反ぱつの危險がないも

のは、この限りでない。 

ここで、旧安衛則第 2 編（安全基準）及
び第 3 偏（衛生基準）等では、名宛人が殆
ど明示されていなかったことを知っておく
必要がある。これは、本法第 27 条では危害
防止基準の命令委任が「…事業者が講ずべ
き措置…は、厚生労働省令で定める」と規
定されているのに対し、労働基準法旧第 45
条では「使用者が…講ずべき措置の基準

、、、
…

は、命令で定める。」と規定され、旧安衛
則等の命令の規定は単なる基準に過ぎず、
具体的な義務づけは、労働基準法旧第 42 条
又は旧第 43 条から直接なされるという形
をとっていたからであろう 55。したがって、
旧安衛則第 2 編や第 3 編で名宛人が明記さ
れないものは、（例外はあれど）基本的に
は労働基準法旧第 42 条又は旧第 43 条に基
づく使用者の危害防止義務を具体化する際
の基準であると考えられる。本法では、こ
のような機械等の技術的基準を、厚生労働
省告示による規格として整理し、これを法
律（例えば第 37 条や第 42 条）又は命令（例
えば安衛則第 27 条）中に引用する際に名宛
人その他規制方式を定めるという形をとっ
ている。例えば有機則第 16 条から第 18 条
までに規定される発散防止抑制設備の性能
についての技術基準には。 
このような背景もあってか、例えば研ま

盤については、使用者に対する構造基準で
ある旧安衛則第 2 編第 77 条を同第 1 編第
34条の譲渡等規制に引用してくるというよ
うな方法が見られた。 
また、旧安衛則第 35 条では、缶体検査に

合格していない汽罐（ボイラー）の譲渡制
限等も規定するなど、現在の特定機械等の
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譲渡等の規制もここに組み込まれていた。
旧安衛則第 36 条では、圧機（プレス機械）
等の安全装置で労働省労働基準局長の認定
のないものを譲渡又は貸与してはならない
と定められているが、これは現在の検定制
度に相当するものだろう。 
ところで、ここで気づくのは、労働基準

法草案第 8 次案第 42 条の趣旨だった「危険
な作業を必要とする機械器具は安全装置を
具備しなければ讓渡又は貸与若しくは設置
をしてはならない」と、実際に成立した労
働基準法第 46 条との大きな違いである。 
思うに、同草案は、危険な作業を必要と

する機械には安全装置を具備させた上で売
るなり貸すなりせよという趣旨であったと
思われる。実際、旧安衛則第 34 条第 1 号か
ら第 4 号までが、機械器具に対して安全装
置を具備せよと規定しているのはその趣旨
を反映したものであろう。しかし、旧安衛
則第 36 条第 1項は、安全装置を単独で譲渡
等規制の対象としており、例えば同項第 3
号の圧機でいえば、販売業者等は労働省労
働基準局長の認定を受けていない圧機の安
全装置を譲渡してはならないことにはなる
が、圧機に安全装置を具備させて販売する
ことまでは義務付けられていないというこ
とになる。もちろん、安全装置は必要であ
るが、これを取り付ける義務は全面的に使
用者に課されることとなった。このような
大きな違いも、法条文として読むとかなり
目立たない違いとなっている。 
労働基準法旧第 45 条の規定に基づく労

働省令（旧安衛則第 2 編等）において、機
械等の構造基準が定められていたことは上
でも述べたが、これは一種の規格であり、
現在でも、安衛則第 2編第 10 章第 2 節（足

場）第 1 款（材料等）は足場の構造規格と
も呼べるものである（もっとも、足場材料
でなく、組立てた足場はその場その場の一
品物であるから譲渡等規制にはそぐわない
かも知れない。）。中には、旧高気圧障害
防止規則（昭和 36 年 3月 22 日労働省令第
5 号）第 45 条（規格）が後に再圧室構造規
格（昭和 47 年 12 月 4 日労働省告示第 147
号）となったように、省令で定められてい
た規格が告示として独立したものもある。 
規格の制定は、労働基準法旧第 45 条に基

づく命令によっても行われた。 
昭和 24年 11月 16日労働省令第 30号に

よる旧安衛則改正で、旧安衛則第 183 条の
2 が追加され、公布とともに施行された。 
労働安全衛生規則（昭和二十二年十月三十
一日労働省令第九号） 

第三編 衞生基準 
第二章 保護具その他 

第百八十三條の二 前三條により備えつけ
るべき保護具の中、労働大臣が規格を定
めるものについては、その規格につつき
検定をうけたものでなければならない。 
旧安衛則第 183 条の 2 の規定に関連し、

労働基準法旧第 45 条の規定に基づき、労働
衛生保護具検定規則（昭和 25 年 12 月 26
日労働省令第 32 号）が制定され、これによ
りまず労働衛生保護具のうち防じんマスク
の規格（昭和 25 年 12 月 26 日労働省告示
第 19 号）、その後防毒マスクの規格（昭和
37 年 5 月 30 日労働省告示第 27 号）が定め
られた。 
労働衛生保護具検定規則第 9 条において

は、検定に合格した保護具に検定合格標章
（図 3）をつけなければならないことや、
検定合格標章は検定に合格した製造者の申
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請に基づき労働省労働基準局長が交付する
こと等が規定された。これは、労働基準法
旧第 46 条の規定とは無関係になされたの
で、譲渡等を直接規制していたわけではな
いが、粉じん作業等において防じんマスク
等についてはこれ以外のものは使用できな
いため、これは事実上の流通規制であった
といえるだろう。思うに、防じんマスクを
同条の「危険な作業を必要とする機械及び
器具」で読むことはできなかったため、同
条の譲渡等の制限規定を適用できなかった
のではないだろうか。 
この検定合格標章のデザインは、本法制

定以降も、労働衛生保護具用型式検定合格
標章に受け継がれている。 
図 3 労働衛生保護具検定規則様式第 5 号
（検定合格標章） 
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また、安全分野では、労働安全衛生規則
の一部を改正する省令（昭和 35 年 11 月 25
日労働省令第 25 号）により電気災害の防止
が拡充され、第 140 条の 7 などをはじめと
する電気機械器具の防爆構造等に関する規
定が昭和 36 年 10 月 1 日に施行され、併せ
て電気機械器具防爆構造規格（昭和 36 年 9

月30日労働省告示第42号）が制定された。 
労働安全衛生規則（昭和二十二年十月三十
一日労働省令第九号） 

第二編 安全基準 
第七章 電気災害の防止 
第六節 雑則 

第百四十条の七 第百四十条の三、第百四
十条の四及び第百四十条の五の電気機械
器具の構造は、労働大臣が告示で定める
防爆構造の規格に適合するものでなけれ
ばならない。 
その後、労働安全衛生規則の一部を改正

する省令（昭和 44 年 1月 29 日労働省令第
1 号）により旧安衛則第 140 条の 7 が次の
ように改正されるとともに防爆構造電気機
械器具検定規則（昭和 44年 1 月 29 日労働
省令第 2号）が制定され、両省令が昭和 44
年 4 月 1 日に施行され、防爆構造電気機械
器具についても検定が行われることとなっ
た。 
労働安全衛生規則（昭和二十二年十月三十
一日労働省令第九号） 
第百四十条の七 第百四十条の三からその
第百四十条の五までの電気機械器具は、
その防爆構造の規格について、防爆構造
電気機械器具検定規則（昭和四十四年労
働省令第二号）による検定を受けたもの
でなければならない。 
前項の防爆構造の規格は、労働大臣が

告示で定める。 
このほか、絶縁要保護具及び絶縁用防具

の要求性能につき、絶縁要保護具等の性能
に関する規程（昭和 36 年 3 月 27 日労働省
告示第 8 号）が制定されるなど、検定や譲
渡等の規制を伴わずもっぱら使用者が守る
べき規格として告示が定められることもあ
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った。現在も、同様の告示として有機溶剤
中毒予防規則第十六条の二の規定に基づく
厚生労働大臣が定める構造及び性能（平成
9年 3月 25日労働省告示第 21号）がある。 
なお、本法第 43 条に関していえば、旧安

衛則第 69 条には、動力伝導装置の止め具類
を埋頭型にする等の措置が定められていた
が、これは基本的に労働基準法旧第 45 条の
委任を受けて使用者に義務づけていた規定
であり、譲渡等の制限という観点からは本
法第 43 条の前身となるものとはいえない
だろう。 
労働安全衛生規則（昭和二十二年十月三十
一日労働省令第九号） 

第二編 安全基準 
第一章 原動機及び動力傳導裝置 

第六十九條 動力傳導裝置又は動力によつ
て運轉する車軸に附属する止め金具類
は、埋頭型のものを使用し、又は適当な
覆を設けなければならない。 

1.8.3 労働安全衛生法制定以降 
昭和 44 年 9月 30 日に発足した労働基準

法研究会は、発足以来、労働安全衛生の問
題を主として調査研究を行っていたが、こ
の問題をより専門的に調査研究するため第
3小委員会を設置し、昭和 46年 7月 13日、
その結果を「第 3 小委員会報告」として会
長に報告した。本法は、同報告に基づいて
立案されたものである。 
以下、同報告中機械等の譲渡等の制限規

制に関する部分を抜き出して引用する（本
法中特定機械等及び検定に関する事項も併
せて記述されていることに注意。）。 

昭和 46 年 7 月 13 日 
労働基準法研究会 
会長 石井照久 殿 

第 3小委員会 
委員長 石井照久 

第 3小委員会報告 
第 3 小委員会は〈略〉別紙のとおり報告

する。 
別紙 

３．安全衛生対策の現状と問題点 
㈣ 危険な作業を必要とする機械器具の
製造、流通等の規制 
⑴ 法制 

危険な作業を必要とする機械や器具
は、工場事業場において利用に供され
てから安全衛生上の対策を講ずるより
も、製造、販売の段階で安全上、衛生
上必要な措置を講じておく方がきわめ
て効果的であり、また、使用の段階で
は、十分な安全衛生対策を講ずること
が困難な場合もある。 
労働基準法第 46条は、危険な作業を

必要とする機械および器具について
は、必要な規格または安全装置を具備
しなければ譲渡、貸与または設置して
はならないとしており、さらに、とく
に危険な作業を必要とする機械および
器具については、製造、変更または設
置を行政官庁の認可にかからしめてい
る。そして、これらの製造、譲渡、設
置などについて規制を受ける機械およ
び器具の種類、必要とされる規格なら
びに具備すべき安全装置は命令で定め
ている。 
また、労働基準法第 47条により認可

を必要とする機械、器具は、認可後一
定期間の経過後に改めて国または代行
機関の行なう性能検査をうけ、これに
合格しなければならないこととされて
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いる。 
⑵ 現状および問題点 
イ 規制の対象となる機械などの範囲 

現在、危険な作業を必要とする機械
等で労働安全衛生規則、ボイラ及び圧
力容器安全規則などで製造流通規制
の対象となっているのは、 
① 製造、設置、変更にあたって認可
を要件とするものは、ボイラ、第 1
種圧力容器、クレーン、移動クレー
ンおよびゴンドラの 5種 

② 設置、変更にあたって認可を要件
とするものは、デリック、エレベー
タ、簡易リフト、建設用リフトおよ
びアセチレン溶接装置の 5 種 

③ 譲渡、貸与、設置にあたって構造
規格の具備を要件とするものは、小
型ボイラ、第 2 種圧力容器、小型圧
力容器、つり上げ荷重 3 トン未満の
クレーンおよび移動式クレーン、小
型デリック、つり上げ荷重 1 トン未
満のエレベータおよび簡易リフト、
プレス機械ならびにグラインダの
10 種 

④ 譲渡、貸与、設置にあたって安全
装置の具備等を要するものは、木材
加工用丸のこ盤、手押しかんな盤、
ゴム練りロール機、繊維機械、ホー
クリフトの 5種 
と総計 25 種となっている。 
規制対象の範囲に関連して次のよ

うな問題がある。 
第 1に、機械の動力伝導部分につい

ては適当な防護措置を講ずべきこと
は、使用者の義務とされているが、こ
の防護措置の不備による災害が依然

として跡をたたない。このような直接
災害と結びつく動力伝導部分につい
ても機械の製造段階で防護措置を講
ずることが必要である。 
第 2 に、現在、衛生上有害な機械、

器具については、危険な作業を必要と
する機械、器具とは異なり、製造、流
通規制の対象とすることに法律の規
定上無理があり、また、譲渡、貸与、
設置にあたっての構造条件具備につ
いて法律上同じような難点がある。 
第 3に、安全のための装置や保護具

の機能が不良であると死亡その他の
災害につながることが多く、足場、型
わく支保工等に用いる部材について
も同様である。これらのものについて
も、製造段階において構造要件を具備
させる必要がある。 
第 4に、危険な作業を必要とする機

械、器具等については、所定の規格を
具備することが要件とされていても、
それを標示ないし証明する制度が設
けられておらず、このためユーザーと
してはいかなる機械が規格要件を具
備しているのか判定に苦しむことが
あり、製造段階から機械、器具の安全
化をはかろうとする法の趣旨が不徹
底に終っているきらいがある。 
第 5 に危険な作業を必要とする機

械器具は、技術革新の進展の中で大き
く変化しているが、そのなかで他によ
り安全なものができたため、使用に供
されなくなってきたもののある反面、
新しく、危険な作業を必要とする機
械、たとえばゴンドラなどが出現し、
これに適宜対処する規制の改正が必
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要である。しかしながら、現実には、
規制範囲の拡大は、一たん重大災害が
起きてから手をつけるといった後手
の対策になり易く、実用化される前に
その安全性を慎重に検討する体制に
欠けている。 

ロ 認可対象物件の急激な増加と検査
機構の不備 
製造認可、設置認可の対象物件は、

アセチレン溶接装置等一部のものを
除き、急激に増大している。たとえば、
ボイラは、昭和 44 年の設置数は 10
年前の昭和 35 年のほぼ 2倍、クレー
ン等はあわせて 10 年前の 3 倍弱の増
加となっている。他方製造認可にとも
なう構造検査、溶接検査、設置認可に
ともなう落成検査の業務に従事する
検査人員はほとんど増加していない
ため、検査業務以外の業務にしわよせ
がきており、早晩検査体制の整備につ
いて抜本的対策を講じなければ検査
制度を維持することは困難となると
ともに、他の業務に重大な支障をきた
すこととなる。 

㈩ むすび 
わが国社会は、〈略〉 
このような労働災害の発生状況は、わ

が国の労働災害防止対策に次のような
問題を提起している。 
まず、第 1に労働基準法を中心とする

現行法制に基づく労働災害防止対策は、
総合的予防的施策の面で不十分であり、
産業社会の急激な進展ないし変化に即
応することができない。 
〈略〉 
第 4 に、労働災害が多発している中小

企業、構内下請企業に対する対策が必ず
しも十分とはいえず、大企業等に比し依
然高い災害の発生率を示している。 
このような状況のもとに、今後の労働

安全衛生対策の基本的方向を示せば、次
のとおりである。 
まず、第 1に産業社会の進展に即応す

るため、積極的、科学的対策を講ずる必
要がある。新工法、新原材料の採用にと
もなう事前審査の制度、発注、設計段階
における安全性の配慮、機械設備の本質
的安全の確保、職場環境の抜本的改善に
よる公害源の解消、労働者の体力増強と
いった積極的施策を講ずる必要がある。 
〈略〉 
以上明らかなように現行の労働基準

法を中心とする労働安全衛生対策は急
激に変化する産業社会の実態に必ずし
も、即応したものとはいえず、新たに労
働者の安全と衛生を確保する観点から
総合的立法を行なう必要がある。 
以上の基本的方向のもとに、今後の安

全衛生対策について具体的方向を示せ
ば次のとおりである。 
⑷ 危険な機械、有害物の製造、流通規
制 
イ 設計、製造にあたっての安全上の配
慮 
危険な機械等の設計、製造にあたっ

ては、その使用の際における関係労働
者の安全を確保するためあらかじめ
安全上の配慮をすること。 

ロ 防護措置がない機械等の譲渡、貸与
についての規制. 
製造業者に対しては、その製造する

機械について動力伝導部分など危険
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箇所の防護措置を講じさせるほか、動
力伝導部分などの危険箇所の防護措
置がない場合には当該機械等の譲渡
および貸与について規制すること。 

ハ 危険な作業を必要とする機械等の
譲渡、貸与、設置の規制および検定 
プレス機械等危険な作業を必要と

する機械、器具および安全装置の安全
性を製造時において確認するための
体制を整備すること。 

ニ 特に危険な作業を必要とする機械
等の製造、設置認可 
ボイラ、クレーンのみならず危険を伴
う化学設備の製造等にあたっては、行
政官庁の認可を受けなければならな
いこととすること。 

ホ 検査体制の整備 
機械設備等の安全性を確保するた

めの検査等については、行政の簡素化
の見地から検査体制の整備充実をは
かるとともに、検査等を行なう機関に
対する監督指導の体制を整備するこ
と。 

〈以下略〉 
1.8.3.1 第 42条関係 
本法公布・施行時の第 42条の規定は次の

とおりであり、当初は、対象とする機械等
の指定はすべて政令に委任していた。 
（譲渡等の制限） 

第四十二条 特定機械等以外の機械等で、
危険若しくは有害な作業を必要とするも
の、危険な場所において使用するもの又
は危険若しくは健康障害を防止するため
使用するもののうち、政令で定めるもの
は、労働大臣が定める規格又は安全装置
を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又

は設置してはならない。 
第 42 条では、労働基準法旧第 46 条にも

あった「危険若しくは有害な作業を必要と
するもの」に、「危険な場所において使用
するもの」と「危険若しくは健康障害を防
止するため使用するもの」が追加されてい
る。思うに、これは従来労働基準法旧第 45
条を根拠として検定を実施し、流通を事実
上規制していた防爆構造電気機械器具を第
42 条で読むために「危険な場所において使
用するもの」という文言を追加し、同じく
労働衛生保護具を第 42 条で読み、かつ保護
帽等についてもこれに含めるために「危険
若しくは健康障害を防止するため使用する
もの」という文言を追加したためであろう。 
第 42 条は、労働安全衛生法の一部を改正

する法律（昭和 63 年 5 月 17 日法律第 37
号）により見出しが「（譲渡等の制限等）」
に改正され、昭和 63 年 10 月 1 日施行され
た。この見出しの改正は第 43 条の 2 が追加
されたためであろう。 
また、中央省庁等改革関係法施行法（平

成 11年 12月 22日法律第 160号）により、
中央省庁再編に伴う字句の整理が行われ、
「労働大臣」が「厚生労働大臣」に改めら
れ、平成 13 年 1 月 6 日に施行された。 
その後、公益法人に係る改革を推進する

ための厚生労働省関係法律の整備に関する
法律（平成 15 年 7 月 2 日法律第 102 号）
により次のとおり対象とする機械等の一部
を法律本体で指定するよう改正され、現在
に至っている。 
（譲渡等の制限等） 

第四十二条 特定機械等以外の機械等で、
別表第二に掲げるものその他危険若しく
は有害な作業を必要とするもの、危険な
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場所において使用するもの又は危険若し
くは健康障害を防止するため使用するも
ののうち、政令で定めるものは、厚生労
働大臣が定める規格又は安全装置を具備
しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置
してはならない。 
以上のとおり、第 42 条は、現在に至るま

で 3回改正されている。 
1.8.3.2 第 43条関係 
本法制定以降、第 43 条は、中央省庁等改

革関係法施行法（平成 11 年 12 月 22 日法
律第 160 号）により従来「労働省令」だっ
た箇所が「厚生労働省令」と改められ、平
成 13年 1月 6 日から施行されたほかは、改
正されていない。 
第 43 条の委任を受けている安衛則第 25

条も、中央省庁等改革のための関係労働省
令の整備等に関する省令（平成 12 年 10 月
31 日労働省令第 41 号）第 34 条の規定によ
り「労働省令」だった箇所が「厚生労働省
令」と改められ、平成 13 年 1月 6 日から施
行されたほかは、改正されていない。 
1.8.3.3 第 43条の 2関係 
設計・製造段階における問題（欠陥）に

より、機械等の労働災害が発生することは
従来からあり、昭和 46年から、労働省は欠
陥機械等通報制度（1.9.2節参照）を運用し
ていた。 
労働災害防止計画では、第 1 次以降毎回

のように設計・製造段階又は流通段階にお
ける機械設備の安全化について謳われてい
たが、機械設備による労働災害は依然とし
て多く、機械等の欠陥により死亡災害が発
生しても、欠陥機械等通報制度が行政指導
に過ぎないとしてその補修等に従わない製
造業者もあった 56。第 7 次労働災害防止計

画（昭和 63 年度から平成 4年度まで）57で
は、次のように大きく取り上げられた。 
労働災害防止計画に関する公示 
労働災害防止計画を次のとおり定めたの

で、公示する。 
昭和 63 年 3 月 18 日 

労働大臣 中村 太郎 
労働災害防止計画 

「心身ともに健康で安全な勤労者生活をめ
ざして」 
５ 主要な労働災害防止対策の推進 
⑷ 機械設備に係る労働災害防止対策の
推進 
イ 機械設備の設計段階における安全衛
生の確保 
機械設備の設計段階における安全衛

生の確保を図るため、設計、製造時に
おける安全衛生に係る事前評価を促進
するとともに、設計者等に対する安全
衛生教育を推進する。 

ロ 流通段階における安全衛生の確保 
安全衛生上欠陥のある機械設備の流

通等を防止するため、当該機械設備に
関する規制の徹底を図るとともに当該
機械設備の製造者等による改善等の措
置を徹底する。また、機械設備につい
て労働災害防止団体等が自主的に推奨
する安全衛生基準の設定及び当該基準
に適合する機械設備の推奨を促進す
る。 

ハ 機械設備の安全化の促進 
ボイラー、クレーン、荷役運搬機械、

建設機械等に関する安全基準の整備を
図るとともに、これらの機械設備の点
検整備と適正な使用を徹底する。また、
機械設備の安全化のための研究開発を
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促進する。 
中央労働基準審議会は、この第 7 次労働

災害防止計画を効果的に実施する観点から、
同計画の実施に先だつ昭和 62 年 10 月から
労働災害防止部会において総合的な安全衛
生対策について検討を重ね、昭和 63 年 1月
23 日、同部会が作成した報告書の趣旨に沿
って本法を改正すること等を労働大臣に建
議した 58。 
第 43 条の 2 は、その報告書において、次

のとおり機械設備の改善命令制度の創設が
必要とされたことにより、労働安全衛生法
の一部を改正する法律（昭和 63 年 5 月 17
日法律第 37 号）により追加され、昭和 63
年 10月 1日から施行されたものである。 

昭和 63 年 1 月 23 日 
中央労働基準審議会会長 
白井泰四郎 殿 

中央労働基準審議会 
労働災害防止部会部会長 

和田勝美  
労働災害防止計画（案）及び総合的な
安全衛生対策に関する報告 

労働災害防止計画（案）及びこれを効果
的に実施するための方策いんついては、昨
年 10 月当部会に対し、その検討がゆだねら
れた。以来、当部会において鋭意検討を進
めた結果、労働災害防止計画（案）につい
ては、別添案どおりとすることが適当であ
り、また、これを効果的に実施するために
は、別紙のとおり、労働安全衛生法令の改
正等総合的な対策を図ることが必要である
との部会委員全員の合意に達したので報告
する。 
（別紙） 

総合的な安全衛生対策の推進について 

Ⅰ 労働安全衛生をめぐる現状と課題 
⑶ その他の課題 
① 機械設備による労働災害の現状と課
題 
労働災害のうち、機械設備に起因す

るものは、全体の約半数にのぼってお
り、しかもその割合は増加する傾向に
ある。これら機械設備に起因する労働
災害の原因としては、機械設備そのも
のの欠陥の占める割合が高い。このよ
うな機械設備による労働災害を防止す
るため、構造規格等が定められている
にもかかわらず、これら法定の要件に
適合しない機械設備が労働の場におい
て現に使用され、労働災害を引き起こ
していることは極めて問題である。こ
のため、現行法規制の徹底を図り、機
械設備の安全性を担保するとともに、
法定要件に適合しない機械設備につい
ては、その製造者又は輸入者に対して、
その改善又は回収等の措置を講じさせ
ることが必要である。 

Ⅱ 労働安全衛生法令を改正すべき事項 
３ その他の安全衛生対策の充実 
⑴ 機械設備による労働災害の防止対策
の充実 
① 機械設備の改善命令制度の創設 
イ 労働大臣又は都道府県労働基準局
長は、構造規格等の法令の構造上の
要件に適合しない機械設備の製造者
又は輸入者に対し、当該機開設日の
改善、回収その他労働災害の防止の
ために必要な措置を講ずべきことを
命ずることができること。 

ロ 労働大臣又は都道府県労働基準局
長は、製造者又は輸入者が、イの命
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令に従わないときは、その旨を公表
することができること。 

Ⅲ 行政施策の上で配慮すべき事項 
④ 現行構造規格の適用を受けないこと
とされている当該規格の適用日前に製
造・輸入された機械設備について、労働
災害を防止するため必要な場合には、当
該機械設備を当該規格に適合したもの
となるよう、事業者に対し指導を行うこ
と。 
本法制定時の第43条の2の規定は次のと

おりであった。 
第四十三条の二 労働大臣又は都道府県労
働基準局長は、第四十二条の機械等を製
造し、又は輸入した者が、当該機械等で、
次の各号のいずれかに該当するものを譲
渡し、又は貸与した場合には、その者に
対し、当該機械等の回収又は改善を図る
こと、当該機械等を使用している者へ労
働省令で定める事項を通知することその
他当該機械等が使用されることによる労
働災害を防止するため必要な措置を講ず
ることを命ずることができる。 
一 次条第五項の規定に違反して、同条
第四項の表示が付され、又はこれと紛
らわしい表示が付された機械等 

二 第四十四条の二第三項に規定する型
式検定に合格した型式の機械等で、第
四十二条の労働大臣が定める規格又は
安全装置（第四号において「規格等」
という。）を具備していないもの 

三 第四十四条の二第六項の規定に違反
して、同条第五項の表示が付され、又
はこれと紛らわしい表示が付された機
械等 

四 次条第一項の機械等及び第四十四条

の二第一項の機械等以外の機械等で、
規格等を具備していないもの 

その後、地方分権の推進を図るための関
係法律の整備等に関する法律（平成 11 年 7
月 16 日法律第 87 号）第 390 条の規定によ
り、第 43条の 2 の規定中「都道府県労働基
準局長」を「都道府県労働局長」に改めら
れ、平成 12 年 4 月 1 日に施行された。 
また、中央省庁等改革関係法施行法（平

成 11 年 12 月 22 日法律第 160 号）第 705
条の規定により、第 43 条の 2中「労働省令」
が「厚生労働省令」に、「労働大臣」が「厚
生労働大臣」に改められ、平成 13年 1月 6
日に施行された。 
また、公益法人に係る改革を推進するた

めの厚生労働省関係法律の整備に関する法
律（平成 15 年 7月 2日法律第 102 号）第 4
条の規定により、第 43 条の 2第 4 号中「次
条第一項の機械等及び」が削られ、公益法
人に係る改革を推進するための厚生労働省
関係法律の整備に関する法律の施行期日を
定める政令（平成 15 年 12 月 19 日政令第
532 号）により平成 16 年 3 月 31 日に施行
された。 
1.9 運用（適用の実際） 
本節では、第 42 条から第 43 条の 2まで

の規定に関する取締り、違反又は実効性確
保等の状況について述べる。 
欠陥機械等通報制度（1.9.2 節）は第 42

条の機械等に限らず、特定機械等、第 43 条
の機械等のほか、これら以外の機械等で製
造者に責任のある欠陥により労働災害を発
生させたものも対象としている制度である
が、便宜上本節に含めた。 
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1.9.1 定期監督等実施状況・法違反状況
（統計） 

平成23年から令和2年までの労働基準監
督機関による定期監督等（申告監督及び再
監督は含まれない）において、第 42 条又は
第 43 条違反が確認された事業場の数は表
2 とおりである。なお、この表を作成する
際に使用した労働基準監督年報では第 42
条から第43条の2までの規定違反が合計で
集計されているためそれぞれの条文に係る
違反の有無及び事業場数は不明である。 
表 2 労働基準監督機関による定期監督等
における労働安全衛生法第 42 条、第 43 条
又は第43条の2違反が確認された事業場数 
監督実施年 定期監督等実

施事業場数 
同違反事業場数（労基法 
等を含む） 42・43 

平成 23年 132829 89586 52 
平成 24年 134295 91796 59 
平成 25年 140499 95550 44 
平成 26年 129881 90151 42 
平成 27年 133116 92034 35 
平成 28年 134617 89972 29 
平成 29年 135785 92695 27 
平成 30年 136281 93008 34 
平成 31年 
令和元年 134981 95764 22 
令和 2 年 116317 80335 25 
註 労働基準監督年報（平成 23 年から令和

2 年まで）の統計表「定期監督等実施状
況・法違反状況」による。同表の当該欄
には条文番号が「42・43」と表示されて
いるが、同表の※書きにあるように、枝
番号を特記している場合を除き、すべて
の枝番号を含むので、「43」には第 43
条の 2（命令違反）が含まれるものと思
われる。なお、参考のために各年の定期
監督等実施事業場数及び同違反事業場数

を記載したが、全ての定期監督等で安全
衛生についての調査を行っているわけで
はないため、この表は、定期監督等実施
事業場のうち第 42 条、第 43条又は第 43
条の 2 違反が存在する事業場の割合を示
すものではなく、あくまで定期監督等で
覚知・指導することとなったものを集計
したものにすぎない。 
申告監督及び再監督については、条文毎

の違反件数が集計されていないため件数は
不明である。 
また、人事委員会等が労働基準監督を行

う非現業等の地方公務員に関する状況など、
労働基準監督官が監督を行わない領域にお
ける状況については時間の制約上、調査が
及ばなかった。 
1.9.2 欠陥機械等通報制度 
昭和 46 年から、労働省（のち厚生労働省）

により欠陥機械等通報制度が運用されてい
る。 
これは、都道府県労働局又は労働基準監

督署が監督指導その他の機会において欠陥
等のある機械等を認知した場合に、その製
造者（メーカー）の所在地を管轄する都道
府県労働局にその旨通報し、通報を受けた
都道府県労働局が当該製造者に立入調査を
行い、販売先も確認し、その結果を基に、
当該製造者に対して将来に亘る設計変更の
ほか、流通段階又は使用段階にあるものに
ついて原則として回収又は補修する改善措
置を行わせるものである。その対象となる
機械等には、特定機械等や第 42 条の譲渡等
の制限の対象となる機械等のほか、製造者
に責任のある欠陥により労働災害を発生さ
せたもの等も含まれる 59,60。表 3 に、昭和
46 年から昭和 60 年末までにこの制度によ
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り改善された機械等の件数を示した。 
表 3 欠陥機械等通報制度による機械等の
種類別の改善件数（昭和 46 年～昭和 60 年
末）60 

機械等の種類 件数 
ボイラー等 ボイラー 18 

圧力容器 7 
クレーン等 クレーン 3 

移動式クレーン 7 
エレベーター 7 
簡易リフト 1 

木材加工用機
械 

クロスカットソー 9 
帯のこ盤 7 
角のみ盤 2 
ほぞ取り盤 1 
自動急速横切機 1 
ベニヤクリッパー 1 
チッパ 1 
木工用フラッシュプレス 4 
塗装機（リバースコーター） 1 
手押しかんな盤 2 
テンダーライザー 1 
ベルトサンダー 2 
挽材自動仕分け装置 1 
ラジアルソー 1 
ランニングソー 1 
テーブル式丸のこ盤 5 
チェーンソー 1 
その他の木材加工用機械 2 

プレス等 プレス機械 26 
シャー 1 

成型機等 自動成型機 5 
こん包機 2 
裁断機 6 
型打機 3 
プラスチック成型機 8 
その他の成型機等 6 

研削盤等 研削盤 19 
研削といし 7 
カッター 4 

建設機械等 ダンプトラック 2 
ショベルローダー 2 
トラックミキサー 2 
コンクリートポンプ車 1 
試錐機（ボーリングマシン） 1 
パワーショベル 1 
くい打機 1 
アスファルト・フィニソシヤ 1 
モルタル搬送吹付機 2 

ロール機等 練りロール機 1 
その他のロール機 4 

乾燥設備 3 
繊維機械 31 
食品製造機械 20 

農業機械 11 
その他 脱水機 1 

混綿機 1 
巻線機 1 

合計 356 
この制度により改造等がなされた機械等

としては、例えば、油圧プレスで一工程一
停止機構がなく、非常停止用の押しボタン
が赤色でなくかつ突頭型のものでない等の
欠陥を有しており第 88 条の計画の届出の
審査において発覚したもの、車両系建設機
械（振動ローラー）で車体が傾斜したり衝
撃を受けたりすると座席が容易に外れるた
め死亡災害に繋がったものなどがあったと
のことである 60。 
1.9.3 買取試験 
厚生労働省は、市場に流通している第 42

条の対象機械等について抜打ちの買取試験
を実施している。 
令和 3 年度の社会復帰促進等事業の実施

状況に係る資料 61によれば、令和 3 年度に
おいては、じん肺等対策事業の一環として
呼吸用保護具等の買取試験が、機械等に起
因する災害防止対策費の一環として防爆構
造電気機械器具の買取試験が行われた。 
また、墜落制止用器具の性能の確認のた

めの買取試験も行われている 62。 
1.9.4 回収等命令状況 
平成 25 年に開催された労働安全衛生法

における機械等の回収・改善命令制度のあ
り方等に関する検討会 63の報告書 64による
と、平成 15 年から平成 24 年 6 月までの間
に第 43 条の 2の規定により回収・改善命令
が発令された件数は、検定対象機械等で 3
件、それ以外の機械等で 15 件であった。 
1.9.5 送検事件状況（統計） 
平成23年から令和2年までに労働基準監

督官が本法第 42 条又は第 43 条を主条文と
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して送検した事件数は表 4 のとおりである。 
第43条の2の規定による命令違反による

送検状況に関する情報は不見当であった。 
表 4 労働基準監督官による労働安全衛生
法違反及びうち第 42 条又は第 43 条違反の
送検事件件数（主条文） 
送検年 労働安全衛生法違反全体 

 うち（条番号） 
42 43 

平成 23 年 542 1 0 
平成 24 年 614 0 1 
平成 25 年 560 0 1 
平成 26 年 628 0 0 
平成 27 年 550 0 0 
平成 28 年 497 0 0 
平成 29 年 474 0 0 
平成 30 年 529 0 0 
平成 31 年 
令 和 元 年 469 0 0 
令和 2 年 505 0 0 
註 労働基準監督年報 65（平成 23 年から令
和 2 年まで）の統計表「送検事件状況」
による。同表では 1 事件で複数の被疑条
文がある場合には、その主たる被疑条文
により件数を計上している。したがって、
第 42 条又は第 43条が被疑条文に含まれ
ている場合であっても、それが主たる被
疑条文でない場合は計上されていないこ
とに注意されたい。また、これは労働基
準監督官が送検した事件のみを集計した
ものである。 
通常司法警察員が送検したものや検察官

認知・直受等の事件については、検察統計
において本法違反事件全体の集計はなされ
ているが、条文毎の情報は不見当であった。 

1.9.6 刑事裁判例（規格違反の機械の使用
罪） 

以下、エレベーター構造規格違反の欠陥
エレベーターに関する刑事事件 2 件につい
て取り上げるが、いずれも譲渡等の罪では
なく使用に係る罪（第 20 条違反）である。 
平成 12 年 5 月 7 日、木材加工業を営む工

場（徳島県徳島市）でその経営者の子（中
学 1年生）が同級生らと遊んでいたところ、
同級生 1 人が工場に設置されていたエレベ
ーターの搬器の出入口の上部枠と 2 階乗場
床面との間に胸部を挟まれて負傷し、身体
障害者 1 級の後遺障害が残るという災害が
発生した。このエレベーターには、搬器の
出入口に戸がなく、それでも搬器が昇降す
る等の欠陥があった。当該経営者は、この
災害発生後の平成 12 年 10 月 20 日、労働
者をしてエレベーター構造規格を具備して
いないエレベーターを使用させていたとい
う本法第 20 条違反（クレーン等構造規格、
エレベーター構造規格関係）の罪で、徳島
簡易裁判所により罰金 20 万円に処せられ
た 66。この経営者は、その親である工場の
所有者とともに被災者に対して合計 1000
万円の支払いを行ったが、その後被災者と
両親が損害賠償を求めて提訴し、徳島地方
裁判所は経営者らに対して約 9000 万円の
賠償を命じた 66。エレベーターの製造業者
への賠償請求の状況等に関する情報は不見
当であった。 
平成 21 年 2月 25 日、菓子製造業の工場

（兵庫県姫路市）において、株式会社新輝
リフトが設置したエレベーターの乗場戸ロ
ックの故障により、搬器が 1 階に停止して
いるのに 2 階の乗場戸が空いていたため、
労働者が 2 階の乗場から昇降路内に転落し、
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4 メートル下の搬器と昇降路壁との間に挟
まれ、そこで失血死するという災害が発生
した 67。この事件後、安全管理者である副
工場長が、本法第 20 条（安衛則第 27 条、
エレベーター構造規格第 30 条第 1 項第 1
号及び第 2 号関係）及び第 45 条第 1 項違反
（クレーン則第 155 条第 1 項関係）並びに
業務上過失致死罪により禁錮 1 年（執行猶
予 3年）及び罰金 50 万円、工場を経営する
法人は本法第 20 条及び第 45 条第 1項違反
により罰金 100 万円、被災者の転落後必要
な注意を怠り被災者の転落に気付かず搬器
を動かした従業員が業務上過失致死罪で罰
金 70 万円が言い渡された 68,69。 
このエレベーターについては、建築確認

申請の記録がなかったこと等から、国土交
通省は、このエレベーターを設置した株式
会社新輝リフトが過去に設置したエレベー
ター22 基の緊急点検を行い、その結果、22
基すべてについて建築確認申請がなされて
おらず、建築基準法で定める基準に不適合
であったため、特定行政庁に対し、速やか
に厳正な是正指導を行うよう指示した 70。 
1.9.7 規格を具備しない機械等の事例等 
本節では、事故、買取試験、製造業者か

らの報告等を端緒として規格を具備しない
機械等に関して労働基準監督機関が命令、
指導等の行政措置を講じた事例を紹介する。
検定上の問題があったものもここで併せて
紹介する。 
本節の事例のうち、1.9.7.1 節及び 1.9.7.2

節の事例は第43条の2の規定による命令事
案であるが、その他の回収等の事案の公表
資料には「命令」ではなく「指示」又は「要
請」と記載されており行政指導であると考
えられる。 

1.9.7.1 個別検定不受検の欠陥小型ボイラ
ー等の回収命令等の事例 

平成 22 年 12 月 21 日、福岡県糟屋郡志
免町のスーパー銭湯に設置されていた湯沸
かし用の円柱型ボイラーが破裂て吹き飛び、
約 100 メートル離れた焼鳥屋の店舗の屋根
に突き刺さったほか、銭湯隣の中古車販売
店に停めてあった乗用車 2 台に当該ボイラ
ーの破片などが当たり、フロントガラスが
割れる等といった事故が発生した（負傷者
なし）。福岡労働局の調査により、このボ
イラーが、株式会社オオツカ・ガスエンジ
ニアリング（福岡県福岡市）が製造した小
型ボイラーであることが明らかになったが、
当該小型ボイラーについては個別検定を受
けておらず、また構造規格に適合しない材
料が使用され、著しい曲げ応力の生じる部
分に溶接がなされるという欠陥（小型ボイ
ラー及び小型圧力容器構造規格第 1 条及び
同第 21 条第 1項違反と思われる。）があっ
た上、同社はユーザー側 71に対してこの小
型ボイラーが小型ボイラーであること、安
全装置のこと、取り扱うための資格などに
ついて明示していなかった。同社は同じ型
式の小型ボイラーを平成 15 年から平成 16
年に掛けて 10 基製造し、九州北部地域に販
売していたほか、平成 15 年、平成 16 年及
び平成 21年に製造した簡易ボイラー8基に
ついても、製造者名、製造年月、最高使用
圧力等を表示した銘板を取り付けていなか
った（簡易ボイラー等構造規格第 6 条違反
ともわれる。）。福岡労働局長は同社に対
し、問題が認められた小型ボイラー10 基の
回収及び簡易ボイラー8 基の改善を命じた
72,73。 
なお、この事故を端緒とし、平成 23 年 3
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月 18 日、福岡労働局は、株式会社オオツ
カ・ガスエンジニアリング及び同社社長を
本法第 42 条違反（構造規格に適合しない機
械等を販売したもの）、スーパー銭湯の代
表者をその使用の罪（本法第 20 条（安衛則
第 27 条）を適用したものと思われる）で書
類送検した 74。 
1.9.7.2 型式検定不受検でかつ規格を具備

しない防爆構造電気機械器具の回
収等命令等の事例 

横河電機株式会社（東京都武蔵野市）は、
平成 16 年から平成 23 年までの間、プラン
ト内の流体の密度測定等に使用する振動式
密度計検出器で、防爆電気機械器具構造規
格を具備していないもの（型式：VD6DF－
N1，VD6DF－S3）を 188 台販売した。同
社は、型式検定に合格した型式の製品につ
いて設計を変更して製造したことにより、
器具のボディーと端子箱を接合するボルト
接合部分について、同規格に定める隙間を
満たさないこととなったのに型式検定合格
標章を付して販売していた 75。このことは、
設計に伴い型式検定を受けず、また更新検
定時も設計変更の事実が隠されたため長期
間発覚しなかった。 
これを受けて、次のとおり、厚生労働大

臣が同社に対して命令書 76を交付して回収
等の措置を命じるとともに、厚生労働省労
働基準局安全衛生部長が再発の防止を指導
77した。 

発基安 0407 第 1 号 
平成 23 年 4 月 7 日 

横河電機株式会社 
代表取締役社長 〈氏名略〉 殿 

厚生労働大臣 細川 律夫 
機械等措置命令書 

貴殿の製造に係る下記 1．の機械等につ
いては、下記 2．の事実により、労働安全
衛生法第 43 条の 2第 3号に該当するので、
同条の規定に基づき下記 3．の措置を講ず
ることを命令します。 

記 
１．対象機械等 

振動式密度計検出器 
平成 16年 2月 27日以降に譲渡された

振動式密度計検出器（型式の名称
VD6DF－N1 又は VD6DF－S3）で、型
式検定合格番号 T21726 号又は T21727
号の合格標章が付されているもの 

２．事実の概要 
① 当該対象機械は、上記 1．の型式検定
に合格した型式の機械が平成 16 年 2 月
以降に設計変更されたことにより、電気
機械器具防爆構造規格を満たさないも
のとなったこと。 

② 当該対象機械は、型式検定に合格した
型式以外の機械であること。 

③ 当該対象機械には、上記 1．の合格標
章が付されていたこと。 

④ 上記 1．の型式検定に合格した型式の
機械は、設計変更された後も更新検定申
請時にその事実が隠され、虚偽内容の申
請がなされていたこと。 

３．措置 
措置内容 完了期限 
当該対象機械を使用する者に対
して上記 1．及び 2．の事実並び
に当該機器の使用を停止しなけ
ればならない旨を通知すること。 

即日 

当該対象機械の設計図面を変更
前のものに戻すこと。 

即日 

当該対象機械の構造規格を具備
していない部分(端子箱)の回収
又は改善を行うこと。 

平成 23年
4 月 22 日 

（備考）この処分に不服がある場合には、この処
分があったことを知った日の翌日から起算して
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60 日以内に厚生労働大臣に対して異議申立てを
することができます（処分があった日の翌日か
ら起算して 1 年を経過した場合を除きます。）。 

基安発 0407 第 2 号 
平成 23 年 4 月 7 日 

横河電機株式会社 
代表取締役社長 〈氏名略〉 殿 

厚生労働省労働基準局安全衛生部長 
構造規格を具備していない防爆構造
電気機械器具の譲渡に対する再発防
止対策の徹底について 

今般、貴社から報告のあった電気機械器
具防爆構造規格（昭和 44 年 4 月 1 日労働
省告示第 16号、以下「構造規格」という。）
を具備していない防爆構造電気機械器具
（以下「不適合機器」という。）の譲渡の
問題については、労働安全衛生法第 42 条の
規定に違反したことにより、4 月 7 日付け
発基安 0407 第 1 号をもって厚生労働大臣
から貴職に対して機械等措置命令書が発出
されたところであるが、昨年 2 月 1 日に本
職より通知した「防爆構造電気機械器具に
係る型式検定の適切な手続の徹底等」の問
題に引き続く不祥事であり、労働安全衛生
関係法令に関する遵法意識が低いと言わざ
るを得ず極めて遺憾である。 
今般の不適合機器の譲渡をはじめとした

構造規格に関する問題が続発していること
は、不適合機器が使用されることによる労
働災害発生の危険性に対する認識が低いこ
とが大きな原因と考えられる。 
ついては、下記に留意の上、上記の命令

を的確に履行するとともに、本件事案が発
生した原因を踏まえた実効ある再発防止対
策を検討し、それらの結果を 4月 28 日（木）
までに本職に報告するとともに、対策を確
実に実施することで、その徹底について万

全を期されたい。 
記 

１．機械措置等命令書に基づく履行状況の
フォローについて 
命令を履行するための計画を作成

し、その履行状況を確認するとともに、
改善状況を報告すること。 

２．再発防止対策の徹底について 
⑴ 構造規格の重要性の意識付けの徹底
について 
今般の問題は、設計部門及び製造部門

ともに具備すべき構造規格の要件につ
いて低い認識しか持っていなかったこ
とにより発生したと考えられるため、防
爆構造電気機械器具の設計及び製造に
携わる者に対して、労働安全衛生法及び
構造規格に関する教育訓練を充実する
ことにより、構造規格の重要性の意識付
けを徹底すること。また、設計部門にお
いて、構造規格の要件に係るチェック体
制を充実強化させること。 

⑵ 部門間の連絡調整の徹底について 
検定申請を担当する部門が、更新検定

を申請するに際して、機器が設計変更さ
れたことの認識が無かったことについ
ては、検定申請担当部門が十分なチェッ
ク機能を果たしていなかったこと及び
当該機器の設計部門が検定申請担当部
門に設計変更に係る情報を提供してい
なかったが原因と考えられるため、検定
申請部門におけるチェック体制を確立
するとともに部門間の連絡調整体制を
見直し、円滑に情報伝達がなされるよう
な体制を整備すること。 

⑶ 検査組織体制の適切な整備について 
貴社が製造する防爆構造電気機器に
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ついて、構造規格を具備しない設計によ
り製造された不適合機器の譲渡を防ぐ
とともに、製造された防爆構造電気機器
が構造規格に適合することを確実に担
保するため、抜き取り検査などの検査の
手法、頻度等について明確な基準を確立
すること等により万全の検査組織体制
を整備すること。 

⑷ 他の防爆構造電気機械器具に対する
総点検の実施について 
今般の事案は、貴社における調査で判

明したところであるが、貴社において製
造、譲渡されている他の防爆構造電気機
器についても、今般と同様の問題が発生
していないかどうか早急に総点検を実
施すること。 
また、厚生労働省労働基準局長から登録

型式検定機関である社団法人産業安全技術
協会会長あてにもその旨通知し 78、適切な
審査に関する要請を行っている 79。 
同社は、この前年にも型式検定関係の不

備により、防爆製品の回収・交換を行って
いる 80。 
1.9.7.3 型式検定不受検の防じんマスクの

流通事例 
プロモート株式会社（大阪府大阪市）は、

平成 21年までに外国からマスクを 635,000
枚輸入し、型式検定を受検せず、包装に「鉱
物性粉じん・花粉等の粒子状物質が発生し
ている場所で使用する防じんマスク」と表
示して一般の小売店やインターネットを通
じて約 106,000 枚を販売した（図 4）。防
じんマスクの規格によれば粒子捕集効率は
少なくとも常に80％以上なければならない
ところ、試験試料 8 個に係る買取試験の結
果、粒子捕集効率は最低値で 4.8％程度であ

った。厚生労働省は、同社に対して回収を
指示するとともに、この事実を公表し、粉
じん作業場所等有害な作業環境において使
用しないよう呼びかけている 81,82。 
図 4 BM750防塵マスク（型式検定不受検、
サンプル試験において防じんマスク規格不
適合。写真は厚生労働省 81） 

 
セーブ・インダストリー株式会社（新潟

県三条市）は、SV－1550「防塵マスク」6144
枚（図 5）を 6144 枚、SV－1181「弁付き
活性炭防塵マスク」（図 6）を 40000 枚輸
入したが、型式検定を受けず、平成 20 年
10 月から平成 21 年 9 月までに、少なくと
も小売店 49 社にこれらを販売し、自社ホー
ムページで販売したものと併せて最終的に
約 15000 枚が消費者へ販売された。これを
受けて、厚生労働省は同社にこれらのマス
クの回収を指示するとともに、この事実を
公表し、粉じん作業場所等有害な作業環境
において使用しないよう呼びかけている 83。 
図 5 SV－1550「防塵マスク」（型式検定
不受検。写真は厚生労働省 83） 

 
図 6 SV－1181「弁付き活性炭防塵マスク」
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（型式検定不受検。写真は厚生労働省 83） 

 
1.9.7.4 偽造型式検定合格標章を表示した

防爆構造電気機械器具の流通事例 
シーエル計測工業株式会社（大阪府豊中

市）は、昭和 61年 12 月から平成 3 年 9月
までにかけて、型式検定に受検していない
のに型式検定合格標章を表示して防爆構造
電気機械器具である静電容量式レベル計約
70台を全国の食品・化学会社などに販売し、
大阪労働基準局に書類送検された。当該静
電容量式レベル計は、大阪労働基準局の指
導によりすべて回収された（2.6.3 節参照） 
1.9.7.5 型式検定に合格した型式の防爆構

造電気機械器具で規格を具備しな
い製品の流通事例 

山武コントロールプロダクト株式会社
（神奈川県秦野市）は、検査体制の不備に
より、防爆構造電気機械器具の型式検定に
合格した型式のものとして平成20年4月か
ら平成22年7月までに販売した防爆リミッ
トスイッチ VCX－7000シリーズ 11,963 個
の中に、リミットスイッチ内部に組み込ま
れている耐圧防爆構造容器（内蔵スイッチ
部分）の固着接合部の奥行きについて、内
容積10㎤以下のものは3㎜以上なければな
らないのに、接合部周辺に部分的に隙間が
生じ、奥行きの基準を満たしていないもの
があることを厚生労働省に報告した。これ
を受けて厚生労働省は、同社に対し、同機
器と同一型式機器の早期の点検及び規格を

満たさない機器の回収・交換並びに再発防
止対策の徹底を指導し、この事実を公表し
た 84。 
図 7 VCX－7000 シリーズ（リミットスイ
ッチ。写真は厚生労働省 84） 

 
1.9.7.6 型式検定に合格した型式の防じん

マスクで規格を具備しない製品の
流通事例 

防じんマスクの型式検定に合格した製品
でも、流通後、製造上の不良等により回収
が行われることがある。 
スリーエムヘルスケア株式会社（東京都

品川区）は、平成 26 年に輸入し、型式検定
に合格した防じんマスクのうち8805－DS2
（第 TM438 号）、8511－DS2（第 TM28
号）及び 9322J－DS2（第 TM554号）の一
部について、排気弁の作動気密が防じんマ
スクの規格に達しないとして、厚生労働省
に報告し、自主回収・交換を行った（ただ
し、社内試験及び厚生労働省による抽出試
験の結果、粉じん捕集効率が規格値を満た
していることなどから、健康被害のおそれ
はないとされた。）85,86。 
クラレクラフレックス株式会社（東京都

千代田区）は、型式検定に合格して販売し
ていた防じんマスク（区分：DS2，製品名：
クラトミック®マスク，型式：第 TM741号）
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につき、自主検査により経時的に捕集効率
に低下がみられ、防じんマスクの規格に適
合しないものがあったとして、その旨厚生
労働省に報告し、回収と使用中止を呼びか
けている 87。 
同様の事案は、他の大手マスクメーカー

を含め他にも例がある。 
1.9.7.7 型式検定に合格した型式の防毒マ

スクで規格を具備しない製品の流
通事例 

株式会社重松製作所は、新規に防毒マス
クの型式検定申請を行った隔離式防毒マス
クのうち、隔離式防毒マスク用吸収缶につ
いて、登録型式検定機関（公益社団法人産
業安全技術協会）から吸収缶が漏気すると
の指摘を受け、この隔離式防毒マスク吸収
缶及び同形状の吸収缶について自社におい
て在庫品のサンプル検査を行った結果、一
部の製品―CA-501/OV（第 TN205 号，
有機ガス用）、CA-501/HG（第 T229 号，
ハロゲンガス用）、CA-502/CO（第 T230
号，一酸化炭素用）、CA-5011/AM（第 T231
号，アンモニア用）、CA-51/SO（第 T232
号，亜硫酸ガス用）について防毒マスクの
規格のうち機密性に関する事項を具備して
いないものがあること（ただし、除毒能力
が規格値を満たしていることなどから、通
常の使用においては健康被害のおそれはな
いものと考えられる。）が明らかとなった
ため、その旨厚生労働省に報告した。これ
を受け、厚生労働省は、同社に対してこれ
らの製品の回収・交換を要請するとともに、
これを公表して注意喚起を行った 88。 
1.9.7.8 規格を具備しないパイプサポート

の流通事例 
平成 27 年 12 月 25 日、厚生労働省が、

一般社団法人仮設工業会からの情報提供に
より、型わく支保工用のパイプサポート等
の規格（昭和 56 年 12 月 23 日労働省告示
第 101 号）を具備しないパイプサポートが
流通していることが明らかになったと発表
し、譲渡等の禁止等を呼びかけた 89。この
パイプサポートの特徴は、受け板及び台板
に切り欠きがあることであるが、構造規格
違反に該当する事項としては、製造者名等
の表示がないこと、パイプサポートの腰管、
差込み管の肉厚が規格で定める値に満たな
いこと等が確認された 90。 
製品に表示がないため製造者、製造年等

は不明である。  
1.9.7.9 規格を具備しない単管足場用の単

管ジョイントとしてのボンジョイ
ントの使用事例 

平成 19 年 12 月 3 日、ボンジョイントを
単管足場用の単管ジョイントとして使用し
たことによる死亡災害を契機として、ボン
ジョイントの単管足場用の単管ジョイント
としての使用禁止等の徹底が、厚生労働省
から一般社団法人仮設工業会等に通達 91さ
れた。 
「ボンジョイント」とは、接ぎ手金具の

一種で、カラーに取り付けられているねじ
を回すに従ってほぞ部が広がり、鋼管の内
側にほぞ部が圧着することにより抜け止め
機能が働く構造のものであって、その他の
抜け止め機構のないものをいう（図 8，図
9，図 10，図 11）。ボンジョイントは、抜
け止め機構が圧着方式のため、引張試験の
強度が極めて低いこと、抜け止め機能がね
じの締付けの程度で圧着の度合が異なるた
め、当該機能が確実に働いていることの確
認ができないことなどから、単管ジョイン
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トとしての規格を具備していない。したが
って、ボンジョイントを単管ジョイントと
して譲渡又は貸与した場合には第 42 条違
反となる,92。 
図 8 ボンジョイントの構造（図は通達 91

から） 

 
図 9 単体としてのボンジョイント（写真
は通達 91から） 

 
図 10 ボンジョイントを使用して、片側の
みに単管を接続した状態。（写真は通達 91

から） 

 
図 11 ボンジョイントを使用して、両端に
単管を接続したもの。（写真は通達 91から） 

 

通達 91では、単管ジョイントにボンジョ

イントを使用したことによる死亡災害例が、
次のとおり紹介されている。 
単管ジョイントにボンジョイントを使用し
て発生した災害の事例 
高さ約 9.7 メートルの 3 階建てビルの側

面モルタル塗装、焼き付け塗装、屋上防水
塗装工事に伴い、ビルの周囲に単管足場を
組み立てる作業時に災害は発生した。 
足場の建地は、2メートル、4 メートル、

4 メートルの合計 3 本の単管をつなぎ合わ
せた、延長 10 メートルのものを、1.8 メー
トル間隔で設置するものであった。建地の
組み立て方法は、①地上において労働者 2
名が 4 メートルの単管を支えて建て、②屋
上部分からは労働者 1 名が 2 メートルと 4
メートルの単管をつなぎ合わせたものを下
ろし、③建物の中間の高さにおいて労働者
1 名が上から下ろしてきた単管と下で支え
られている単管をつなぎ合わせるというも
のであった。 
各単管をつなぎ合わせるジョイントは、

切り欠き式によって抜け止め機能を有する
ものもあったが、大半は摩擦接合式の「ボ
ンジョイント」が使用されていた。 

14 本の建地を建て終わり、15 本目を建て
るために、屋上の労働者が 2 メートルと 4
メートルの単管をつなぎ合わせたものを順
次下ろす作業中に、上側の 2 メートルの単
管を持った時、ボンジョイントで接合され
ていた下側の 4 メートルの単管が外れて鉛
直方向に落下し、直下にいた労働者に激突
し死亡した。 
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ボンジョイントが単管足場用の単管ジョ

イントとして使用される例は、これ以前か
らも知られており、昭和 62 年にも同様の通
達が行われていた 93。 
1.9.7.10 規格を具備しない墜落制止用器具

の流通事例等 
墜落制止用器具の規格の制定（正確には、

安全帯の規格の全部改正）後、厚生労働省
がアマゾンジャパン合同会社（Amazon.co.
jp）などで販売されている多数の墜落制止
用器具の買取試験を実施したところ、墜落
制止用器具の規格に適合しない製品（海外
製が多い。）が多数発見され、そのリスト
が公表されている 94,95。 
墜落制止用器具については型式検定等の

制度がないため、一般には規格への適合性
の有無の判断が難しく、また最近、
Amazon.co.jp において、商品説明文で「【新
規格適合】弊社が取り扱っているフルハー
ネスセットは 2022年 5月に検査を行い、、
厚生労働省認定の日本産業安全技術協会
(TIIS)の JIS T-8165 による新規格の適合判
定を受けた商品であり、快適、安全で、動
きやすい、軽量で経済的なフルハーネス安
全帯です。」等と謳っている商品がみられ
る。「日本産業安全技術協会(TIIS)」は公

益社団法人産業安全技術協会（TIIS）を指
すと思われるが、同協会は令和 4 年 12 月
28 日現在までにおいて、墜落制止用器具の
サンプルの性能試験（破壊試験）は実施し
ているが、これは飽くまでサンプルについ
てだけ試験をするというだけのものであり、
製造設備その他の条件の適否を含む型式全
体についての評価はしていないため（1.9.10
節参照）96、「フルハーネスセットは…適合
判定を受けた商品」との記載は誤りだろう。
このような記載のある商品についての連絡
先所在地や電話番号は外国（中華人民共和
国）のものになっているものも多く、真偽
を確認したり何らかの責任を追及したりす
るのは容易でない。現実には、信頼できる
メーカーのものを購入せざるをえない状況
にあるといえるのではないだろうか。 
1.9.8 規格を具備しない中古品の譲渡等 
中古品店、オークションサイトでは、第

42条に違反する製品の譲渡等が行われてい
ることが珍しくないものと思われる。特に、
オークションは匿名取引で行われることが
あるため、規格を具備しない機械等のいわ
ば「売り逃げ」が行われる場合もあると思
われる。 
規格を具備しない中古品の取引の典型例

としては、「ジャンク品」と称して、覆い
の無いグラインダーが売られる例や、建築
確認を受けていない欠陥エレベーター（自
作エレベーターを含む。多くは、簡易リフ
トに該当する。）のある倉庫等を他社に譲
渡又は貸与する例が挙げられる。欠陥エレ
ベーターなどには、銘板がなく製造者や積
載荷重が不明のものもある。 
プレス機械等長持ちする機械等について

は、50年以上前に製造されたものが中古品
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市場に出回ることもあるが、銘板がなかっ
たり、取扱説明書が失われていたり、取付
けられている光線式安全装置の長さが足り
なかったりする状況で譲渡されることもあ
る。 
例えば 2022 年 12 月 20 日時点で、モバ

オク 97で「グラインダー」で検索すると、
覆いが外されているディスクグラインダー
（マキタ製，9533B）が「ジャンクでお願
いします。振ると動く時も有ります他に付
属する物は有りません。」とのコメントを
添えて 2000 円で売りに出されている 98。付
属するものがないということは覆いもなく
なっている推測されるが、いずれにせよ覆
いをとりつけないで販売（譲渡）すれば本
条違反となるだろう。 
図12 覆いが外されてなくなっているディ
スクグラインダー（マキタ製，9533B）が
売りに出されているモバオクのページのス
クリーンショット 98  

 
1.9.9 既存不適合機械等 
構造規格の制定や改正に際しては、既に

製造された機械等については新規格等を適
用しない、又は適用を猶予するという経過
措置がとられる場合があり、そのような経

過措置の対象となる機械等は既存不適合機
械等などと呼ばれている。この場合、新規
格等が適用されない古い機械等が合法的に
使用され、流通することがあるが、もちろ
んそれによる労働災害のリスクは存在する
ものと考えられる。 

2018 年 12 月 4 日から 2019 年 2 月 8 日
までにかけて、一般社団法人日本機械工業
連合会が全国の製造業者を対象に生産設備
の保有期間等に関するアンケート調査 99を
実施した。これは同連合会に加盟する各工
業会や日本商工会議所から調査票を配布し、
任意に回答を得たものであるので標本抽出
に偏りがある可能性があるが、その結果に
よると、遊休機及びリース・レンタル機を
含むが、1989 年以前（調査時点で 30 年以
上前）に取得したものが金属工作機械（NC
工作機械など）で 22%、第二次金属加工機
械（プレス機械など）で 31%、鋳造機械で
23%であった。 
このような古い機械等の使用は、インタ

ーネット上を通じた中古品取引からもうか
がうことができる。例えば、中古機械情報
百貨店 100という中古品情報集約サイトで検
索すると、1960～1970 年代に製造されたプ
レス機械も売りに出されていることがわか
る（2022年 12 月 20日時点）101。 
プレス機械等ではないが、既存不適合機

械等の新規格のものへの買替え、改修等を
促進するため、国は、既存不適合機械等更
新支援補助金 102を運用している。最近実施
されていた当該助成金事業では、中小企業
における胴ベルト型安全帯のフルハーネス
型墜落制止用器具への買い換え（正確に言
えば、旧規格による安全帯を新規格による
墜落制止用器具に買い換えること）及びつ
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り上げ荷重 3 トン未満の移動式クレーンで
過負荷防止装置（荷重計でないもの）の装
備の促進を行うため、その費用の一部を補
助するものであった。 
1.9.10 民間における認証 
規格等が定められていても本法の検査又

は検定の対象となっていない機械等は、製
造者又は輸入者が自ら規格を具備している
旨のいわゆる自己適合宣言を行うことが想
定されているが、中には、民間団体が任意
の認証活動を行っているものもある。 
一般社団法人仮設工業会は、型わく支保

工用のパイプサポート等の規格（昭和 56年
12 月 23 日労働省告示第 101 号）、鋼管足
場用の部材及び附属金具の規格（昭和 56年
12 月 25 日労働省告示第 103 号）及びつり
足場用のつりチエーン及びつりわくの規格
（昭和 56 年 12 月 26 日労働省告示第 104
号）に係る独自の型式認証（「認定」と称
している。）を行っている 103。また、同会
は、これら以外の仮設機材（安全ネット、
鋼製脚立、メッシュシートなど厚生労働大
臣の定める規格のないもの）について独自
の仮設機材認定基準を設定し、これへの適
合性を認定する制度も設けている。これら
の認定品には、刻印（図 13）又はラベルが
付される 104。同会は、これ以外にも、部材
だけでなく組立方法、使用方法等を含めた
仮設構造物等のシステム全体の安全性につ
いて認証する「承認制度」（システム式つ
り足場など複雑・特殊な仮設構造物が承認
されている）や、仮設機材認定基準等のよ
うな何らかの基準が存在しないものについ
て一定の型式の製品がある設置箇所、用途
等において十分な安全性を有することを認
証する「単品承認制度」（例えばある種の

作業台などが承認されている）を設けてい
る。 
図13  一般社団法人仮設工業会が認定した
仮設機材に付される刻印の例 104  

 
①認定合格マーク 
②製造年並びに上期（上に‾）・下期（下に_）の別 
③製造者マーク 
④用途区分の略号（例：枠、足、単 他） 
しかしながら、本法ないし安衛則等では、

事業者に対し、これらの刻印等のないもの
を使用してはならない等といった規定を置
いていないため、この刻印等に法的な強制
力はない。 
また、同会は、仮設機材メーカーの依頼

を受けて性能試験も行い証明書を発行して
いる。 
公益社団法人産業安全技術協会は、本法

に基づく検定（2.4.7 節参照）のほか各種の
試験、認証業務等を行っているが、墜落制
止用器具についても、依頼に応じ、サンプ
ルに対する性能試験（JIS T8165 の試験）を
行っている。ただし、いうまでもないが、
この試験は、型式検定とは異なり、依頼者
から提出されたサンプルについてのみ破壊
試験を行い JIS T8165 への適合性を評価す
るものであって、サンプルの属する型式の
製品全体について何らかの評価を行うもの
ではないことに注意が必要である。 
1.10 関係規定（流通関係） 
第 42 条から第 43 条の 2までの規定は、

譲渡等の制限、流通規制等と呼ばれ、機械
等がその使用段階に至る前にその安全性や
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信頼性を確保するためのものであるといえ
るだろう。 
本法においてこれに類似する規定として

は、特定機械等に関するもの（1.4.2.1 節参
照）のほか、表 5 のようなものが挙げられ
る（第 31 条、第 33 条及び第 88 条第 1 項
の規制の対象となるもので第 42 条の機械
等と共通するものについては表 7，表 8 に
掲げた。）。なお、家内労働法に関しては
1.11 節で述べる。 
表 5 関係規定（特定機械等に係るものを
除く。） 
条文 規定の概要 備考 
第31条 特定事業の仕事を自ら

行う注文者は、特定の建
設物、設備又は原材料
（「建設物等」という。）
を、当該仕事を行う場所
において関係請負人の
労働者に使用させると
きは、当該建設物等につ
いて、当該労働者の労働
災害を防止するため必
要な措置を講じなけれ
ばならない。 

現行安衛則で
は、関係請負人
の労働者に使
用させる建設
物等が、第 42
条による規格
等へ適合して
いること、ある
いはそれ以外
の建設物等が
安衛則等で定
められた基準
へ適合してい
ることを義務
付けている。 

第33条
第 1 項 

機械等貸与者は、貸与先
の事業者の事業場にお
ける当該機械等による
労働災害を防止するた
め必要な措置を講じな
ければならない。 

現行安衛則で
は、移動式クレ
ーン、移動式建
設機械等のリ
ース業者がそ
の機械等の貸
与に際して整
備、貸与先事業
者への危険性
等の通知等を
行うことを義
務付けている。 

第33条
第 2 項 

機械等貸与者から機械
等の貸与を受けた者は、
当該機械等を操作する

現行安衛則で
は、当該機械等
を操作する者

者がその使用する労働
者でないときは、当該機
械等の操作による労働
災害を防止するため必
要な措置を講じなけれ
ばならない。 

の操作資格等
を確認するこ
と、同者に作業
内容等を通知
すること等を
義務付けてい
る。 

第34条 建築物貸与者は、当該建
築物の貸与を受けた事
業者の事業に係る当該
建築物による労働災害
を防止するため必要な
措置を講じなければな
らない。ただし、当該建
築物の全部を一の事業
者に貸与するときは、こ
の限りでない。 

現行安衛則で
は、入居する複
数の事業者が
共用で使用す
る避難用出口、
局所排気装置
等や、給排水設
備の整備等に
ついて義務付
けている。 

第88条
第 1 項 

厚生労働省令で定める
機械等を設置し、若しく
は移転し、又はこれらの
主要構造部分を変更し
ようとするときは、その
計画を当該工事の開始
の日の 30 日前までに、
厚生労働省令で定める
ところにより、労働基準
監督署長に届け出なけ
ればならない。 

現行安衛則で
定められてい
る届出の対象
機械等には、第
42 条の対象機
械等のうちい
くつかも含ま
れるが、それよ
りも安衛則、有
機則等で事業
者に向けて構
造等の要件を
定めている機
械等の方が多
い。 

第 31 条は、関係請負人の労働者に「使用
させる」場合を規制するものであるが、こ
れは貸与、提供を含む広い行為を指す。逆
に、第 42 条でも提供等を規制してもよいの
ではないだろうか。 
第 33 条は、機械等貸与者に対して、規格

等を具備しない機械等の貸与を禁じていな
いが、そのような貸与は第 42 条で禁じられ
ているので十分ということであろう。第 33
条による規制の画期的な点の 1 つに、機械
等の使用上の情報の提供（安衛則第 666 条
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関係）を罰則付きで強制していることが挙
げられる。 
労働安全衛生規則（昭和四十七年九月三十
日労働省令第三十二号） 
（機械等貸与者の講ずべき措置） 

第六百六十六条 前条に規定する者（以下
「機械等貸与者」という。）は、当該機
械等を他の事業者に貸与するときは、次
の措置を講じなければならない。 
一 当該機械等をあらかじめ点検し、異
常を認めたときは、補修その他必要な
整備を行なうこと。 

二 当該機械等の貸与を受ける事業者に
対し、次の事項を記載した書面を交付
すること。 
イ 当該機械等の能力 
ロ 当該機械等の特性その他その使用
上注意すべき事項 

２ 〈略＝金融上の支援等としての重機の
リース等の場合の適用除外規定〉 
これは本来、第 42 条あるいはすべての機

械等の譲渡等に際して義務付けられてしか
るべき事項であろう。 
現行法令においては、安衛則第 24 条の

13 において、機械等譲渡者は相手方事業者
に対し、使用上の情報等を文書により通知
するよう努めなければならないこととされ
ている。 
なお、使用段階については、第 20条（安

衛則第 27 条）において、事業者は、第 42
条の譲渡等の制限の対象となる機械等につ
いては、同条の規格又は安全装置を具備し
たものでなければ使用してはならないこと
とされている。 

1.11 家内労働法における機械等の譲渡等
の制限規制 

家内労働法（昭和 45 年 5月 16 日法律第
60 号）第 17 条では、家内労働者等の安全
及び衛生を確保するため委託者等が講ずべ
き措置が定められている。 
家内労働法（昭和四十五年五月十六日法律
第六十号） 

第四章 安全及び衛生 
（安全及び衛生に関する措置） 

第十七条 委託者は、委託に係る業務に関
し、機械、器具その他の設備又は原材料
その他の物品を家内労働者に譲渡し、貸
与し、又は提供するときは、これらによ
る危害を防止するため、厚生労働省令で
定めるところにより、必要な措置を講じ
なければならない。 

２ 家内労働者は、機械、器具その他の設
備若しくは原材料その他の物品又はガ
ス、蒸気、粉じん等による危害を防止す
るため、厚生労働省令で定めるところに
より、必要な措置を講じなければならな
い。 

３ 補助者は、前項に規定する危害を防止
するため、厚生労働省令で定める事項を
守らなければならない。 
このうち機械等の譲渡等に関する具体的

内容は、家内労働法施行規則（昭和 45年 9
月 30 日労働省令第 23 号，同年 10 月 1 日
施行）第 10 条から第 14 条までに規定され
ている。 
家内労働法施行規則（昭和四十五年九月三
十日労働省令第二十三号） 

第三章 安全及び衛生 
（安全装置の取付け） 

第十条 委託者は、委託に係る業務に関し、
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次の表の上欄に掲げる機械を家内労働者
に譲渡し、貸与し、又は提供する場合に
は、それぞれ同表の下欄に掲げる安全装
置を取り付けなければならない。 
機械 安全装置 
木材加工
用丸のこ
盤 
 

反ぱつにより
作業者が危害
をうけるおそ
れのあるもの 

割刃その他の反ぱつ
予防装置 

接触により作
業者が危害を
うけるおそれ
のあるもの 

歯の接触予防装置 

手押しかんな盤 刃の接触予防装置 
プレス機械及びシヤー 安全装置（その性能に

ついて労働安全衛生
法（昭和四十七年法律
第五十七号）第四十四
条第一項の規定に基
づく検定を受けた安
全装置に限る。） 

（規格具備等の確認） 
第十一条 委託者は、委託に係る業務に関
し、次の安全装置、機械又は器具を家内
労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する
場合には、当該安全装置、機械又は器具
が労働安全衛生法第四十二条の厚生労働
大臣が定める規格を具備していることを
確認しなければならない。 
一 木材加工用丸のこ盤の反ぱつ予防装
置又は歯の接触予防装置 

二 手押しかんな盤の刃の接触予防装
置 

三 研削盤、研削といし又は研削とい
しの覆おおい 

四 動力により駆動されるプレス機械 
第十二条 委託者は、委託に係る業務に関
し、手押しかんな盤を家内労働者に譲渡
し、貸与し、又は提供する場合には、刃
物取付け部が丸胴であることを確認しな
ければならない。 
（防護措置） 

第十三条 委託者は、委託に係る業務に関

し、次の表の上欄に掲げる機械又は器具
を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提
供する場合には、それぞれ同表の下欄に
掲げる措置を講じなければならない。 
機械又は器具 措置 
原動機又は回転
軸、歯車、プーリ
若しくはベルト
のある機械 

作業者が危害をうけるおそれ
のある部分に覆おおい、囲い又
はスリーブを取り付けること。 

回転軸、歯車、プ
ーリ又はフライ
ホイールに附属
する止め具のあ
る機械（埋頭型の
止め具を使用し
ている機械を除
く。） 

止め具に覆おおいを取り付け
ること。 

バフ盤（布バフ、
コルクバフ等を
使用するバフ盤
を除く。） 

バフの研まに必要な部分以外
の部分に覆おおいを取り付け
ること。 

面取り盤 刃の接触予防装置を取り付け
ること。ただし、作業の性質上
接触予防装置を取り付けるこ
とが困難な場合には、工具を譲
渡し、貸与し、又は提供するこ
と。 

紙、布、金属箔等
を通すロール機
（送給が自動的
に行なわれる構
造のロール機を
除く。） 

囲い又はガイドロールを取り
付けること。 

電気機械器具 充電部分のうち作業者が作業
中又は通行の際に、接触し、又
は接近することにより感電の
危害を生ずるおそれのある部
分に囲い又は絶縁覆おおいを
取り付けること。ただし、電熱
器の発熱体の部分、抵抗溶接機
の電極の部分等電気機械器具
の使用の目的により露出する
ことがやむを得ない充電部分
については、この限りでない。 

（危害防止のための書面の交付等） 
第十四条 委託者は、委託に係る業務に関
し、別表第一の上欄に掲げる機械、器具
又は原材料その他の物品を家内労働者に
譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、
それぞれ同表の下欄に掲げる事項を書面
に記載し、家内労働者に交付しなければ
ならない。 

２ 家内労働者は、前項の書面を作業場の
見やすい箇所に掲示しておかなければな
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らない。 
３ 家内労働者又補助者は、第一項の書面
に記載された注意事項を守るように努め
なければならない。 

別表第一 
機械、器具又
は原材料その
他の物品 

事項 

機械 一 刃部を除く機械の掃除、給油、
検査、修理又は調整の作業を行う
場合であつて、作業者が危害を受
けるおそれのあるときは、機械の
運転を停止すること。ただし、機
械の運転中に作業を行わなければ
ならない場合であつて危険な箇所
に覆いを設ける等の措置を講じた
ときは、この限りでないこと。 

二 機械の刃部の掃除、検査、修理、
取替え又は調整の作業を行う場合
には、機械の運転を停止すること。
ただし、機械の構造上作業者が危
害を受けるおそれのない場合は、
この限りでないこと。 

三  機械の運転を停止した場合に
は、他人が当該機械を運転するこ
とを防止するため、当該機械の起
動装置に錠を掛けること。 

研削と石 一 その日の作業を開始する前には
一分間以上、研削と石を取り替え
た場合には三分間以上試運転をす
ること。 

二 最高使用周速度を超えて使用し
ないこと。 

三 側面を使用することを目的とす
る研削と石以外の研削と石の側面
を使用しないこと。 

プレス機械
又はシヤー 

一 安全装置を常に有効な状態に保
持すること。 

二 クラツチ、ブレーキその他制御
のために必要な部分の機能を常に
有効な状態に保持すること。 

三 一年を超えない一定の期間ごと
に、次の事項について点検を行う
こと。 
イ クラツチ及びブレーキの異常
の有無 

ロ クランクシヤフト、フライ
ホイール、スライド、コネク
チングロツド及びコネクチ
ングスクリユの異常の有無 

ハ ノンリピート装置及び急
停止装置の異常の有無 

ニ 電磁弁、減圧弁及び圧力計
の異常の有無 

ホ 配線及び開閉器の異常の有無 
四 その日の作業を開始する前に次
の事項について点検を行うこと。 
イ クラツチ及びブレーキの機能 
ロ クランクシヤフト、フライホ
イール、スライド、コネクチン
グロツド及びコネクチングスク

リユのボルトの緩みの有無 
ハ ノンリピート装置及び急停止
装置の機能 

五 プレス機械を用いて作業を行う
場合には、作業点の照度を百ルク
ス以上に保持すること。 

ボール盤、フライ
ス盤等手袋を巻
き込むことによ
り作業者に危害
を与えるおそれ
のある機械 

手袋をしないこと。 

危険物 〈略〉 
有機溶剤等 〈略〉 
土石、岩石、鉱物、
金属又は炭素の
粉じんを発散す
る原因となる物
品 

〈略〉 

鉛等 〈略〉 
 

家内労働法及び同法施行規則における委
託者から家内労働者に対する譲渡等の制限
規制は、同法施行以来のものであり、譲渡
等の制限規制としては本法に先駆けている
とともに、同法施行規則第 10 条及び第 13
条では機械等に安全装置を具備させるとい
う、本法より一歩進んだ規制となっている。
また、同法施行規則第 14条も、同法施行時
から機械等の危険性に係る書面の交付、す
なわち残留リスクに係る使用上の情報提供
を先駆けて規定しているものであり、興味
深い。また、同条の有害物に関する書面交
付は、SDS の交付に類似している。 
1.12 第三者行為災害に対する保険支給運

用 
業務災害は、通常は事業主との関係にお

いて生じた災害といえるが、必ずしもそれ
のみが発生原因であるとは限らず、第三者
の加害行為によって生じたものであること
も少なくない。 
このような事情から、労働者災害補償保

険法では、次のとおり、業務災害又は通勤
災害が保険関係の外にある者、すなわち保
険者である政府、保険加入者である事業主
並びに当該受給権者である労働者及び遺族
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以外の者（第三者）の加害行為によって生
じた事故について政府が保険給付をした場
合に取得する損害賠償請求権（いわゆる求
償権）等について規定されている 105。 
労働者災害補償保険法（昭和二十二年四月
七日法律第五十号） 
第十二条の四 政府は、保険給付の原因で
ある事故が第三者の行為によつて生じた
場合において、保険給付をしたときは、
その給付の価額の限度で、保険給付を受
けた者が第三者に対して有する損害賠償
の請求権を取得する。 
前項の場合において、保険給付を受け

るべき者が当該第三者から同一の事由に
ついて損害賠償を受けたときは、政府は、
その価額の限度で保険給付をしないこと
ができる。 

第四十七条 行政庁は、厚生労働省令で定
めるところにより、〈略〉保険給付の原
因である事故を発生させた第三者（派遣
先の事業主及び船員派遣の役務の提供を
受ける者を除く。第五十三条において「第
三者」という。）に対して、報告等を命
ずることができる。 

労働者災害補償保険法施行規則（昭和三十
年九月一日労働省令第二十二号） 
（第三者の行為による災害についての届
出） 

第二十二条 保険給付の原因である事故が
第三者の行為によつて生じたときは、保
険給付を受けるべき者は、その事実、第
三者の氏名及び住所（第三者の氏名及び
住所がわからないときは、その旨）並び
に被害の状況を、遅滞なく、所轄労働基
準監督署長に届け出なければならない。 
第三者行為災害の典型例としては、相手

方に過失がある交通事故が挙げられるが、
機械等の瑕疵に起因する災害もその一つで
ある。 
しかし、労働者災害補償保険事業年報 106

では、自動車事故とそれ以外（暴力事件等
が多いのではないかと思われる）に分かれ
て集計されているだけで、機械等の欠陥に
よる災害に係る数字については不明である。 
2 第 44条及び第 44条の 2 
2.1 条文 
（個別検定） 

第四十四条 第四十二条の機械等（次条第
一項に規定する機械等を除く。）のうち、
別表第三に掲げる機械等で政令で定める
ものを製造し、又は輸入した者は、厚生
労働省令で定めるところにより、厚生労
働大臣の登録を受けた者（以下「登録個
別検定機関」という。）が個々に行う当
該機械等についての検定を受けなければ
ならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、同項の機械
等を輸入した者が当該機械等を外国にお
いて製造した者（以下この項において「外
国製造者」という。）以外の者（以下こ
の項において単に「他の者」という。）
である場合において、当該外国製造者が
当該他の者について前項の検定が行われ
ることを希望しないときは、当該外国製
造者は、厚生労働省令で定めるところに
より、自ら登録個別検定機関が個々に行
う当該機械等についての検定を受けるこ
とができる。当該検定が行われた場合に
おいては、当該機械等を輸入した者につ
いては、同項の規定は、適用しない。 

３ 登録個別検定機関は、前二項の検定（以
下「個別検定」という。）を受けようと
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する者から申請があつた場合には、当該
申請に係る機械等が厚生労働省令で定め
る基準に適合していると認めるときでな
ければ、当該機械等を個別検定に合格さ
せてはならない。 

４ 個別検定を受けた者は、当該個別検定
に合格した機械等に、厚生労働省令で定
めるところにより、当該個別検定に合格
した旨の表示を付さなければならない。 

５ 個別検定に合格した機械等以外の機械
等には、前項の表示を付し、又はこれと
紛らわしい表示を付してはならない。 

６ 第一項の機械等で、第四項の表示が付
されていないものは、使用してはならな
い。 
（型式検定） 

第四十四条の二 第四十二条の機械等のう
ち、別表第四に掲げる機械等で政令で定
めるものを製造し、又は輸入した者は、
厚生労働省令で定めるところにより、厚
生労働大臣の登録を受けた者（以下「登
録型式検定機関」という。）が行う当該
機械等の型式についての検定を受けなけ
ればならない。ただし、当該機械等のう
ち輸入された機械等で、その型式につい
て次項の検定が行われた機械等に該当す
るものは、この限りでない。 

２ 前項に定めるもののほか、次に掲げる
場合には、外国において同項本文の機械
等を製造した者（以下この項及び第四十
四条の四において「外国製造者」という。）
は、厚生労働省令で定めるところにより、
当該機械等の型式について、自ら登録型
式検定機関が行う検定を受けることがで
きる。 
一 当該機械等を本邦に輸出しようとす

るとき。 
二 当該機械等を輸入した者が外国製造
者以外の者（以下この号において単に
「他の者」という。）である場合にお
いて、当該外国製造者が当該他の者に
ついて前項の検定が行われることを希
望しないとき。 

３ 登録型式検定機関は、前二項の検定（以
下「型式検定」という。）を受けようと
する者から申請があつた場合には、当該
申請に係る型式の機械等の構造並びに当
該機械等を製造し、及び検査する設備等
が厚生労働省令で定める基準に適合して
いると認めるときでなければ、当該型式
を型式検定に合格させてはならない。 

４ 登録型式検定機関は、型式検定に合格
した型式について、型式検定合格証を申
請者に交付する。 

５ 型式検定を受けた者は、当該型式検定
に合格した型式の機械等を本邦において
製造し、又は本邦に輸入したときは、当
該機械等に、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、型式検定に合格した型式の機
械等である旨の表示を付さなければなら
ない。型式検定に合格した型式の機械等
を本邦に輸入した者（当該型式検定を受
けた者以外の者に限る。）についても、
同様とする。 

６ 型式検定に合格した型式の機械等以外
の機械等には、前項の表示を付し、又は
これと紛らわしい表示を付してはならな
い。 

７ 第一項本文の機械等で、第五項の表示
が付されていないものは、使用してはな
らない。 
第 5 章第 1 節には第 37 条から第 54条の
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6 までが含まれる。 
2.2 罰則 
第 44 条第 1項又は第 44条の 2第 1項の

規定に違反した者は、第 117 条の規定によ
り、1 年以下の懲役又は 100 万円以下の罰
金に処せられる。 
第 44 条第 6項又は第 44条の 2第 7項の

規定に違反した者は、第 119 条の規定によ
り、6箇月以下の懲役又は 50 万円以下の罰
金に処せられる。 
第 44 条第 5 項若しくは第 44 条の 2 第 6

項の規定に違反した者又は第44条第4項若
しくは第 44条の 2第 5項の規定よる表示を
せず、若しくは虚偽の表示をした者は、第
120 条の規定により、50 万円以下の罰金に
処せられる。 
また、第 44 条又は第 44 条の 2違反の罪

については、第 122 条の両罰規定が適用さ
れる。 
なお、検定を受け、不合格となったもの

を譲渡、貸与又は設置する行為については、
禁止規定も罰則も設けられていない。同様
の行為は基本的に第 42 条違反になると思
われるが、検定制度の厳格な運用を期すた
めには、不合格品の譲渡等の行為も罰則等
において処罰の対象とすることも検討すべ
きではないだろうか。 
2.3 趣旨 
第 44 条及び第 44 条の 2 は、第 42 条の

規定により譲渡等の制限の対象機械等のう
ち別表第 3 又は別表第 4 に掲げらるもので
政令で定められるものを製造又は輸入した
者は、機械等の種類に応じて個別検定又は
型式検定を受け、所定の表示を付さなけれ
ばならないこと等を定めている。 

2.4 条文解釈 
2.4.1 「第四十二条の機械等（次条第一項

に規定する機械等を除く。）のうち、
別表第三に掲げる機械等で政令で
定めるもの」及び「第四十二条の機
械等のうち、別表第四に掲げる機械
等で政令で定めるもの」 

これは個別検定及び型式検定の対象とな
る機械等の範囲を定めた部分である。 
「（次条第一項に規定する機械等を除

く。）」という除外規定がおかれているた
め、個別検定と型式検定の両方の対象にす
る機械等はありえないことになる。 
現行安衛令によれば、個別検定及び型式

検定の対象となるのは、第 42 条による規制
の対象となるもののうち本法別表第 2 に掲
げられているものだけである。 
具体的には、表 7 及び表 8 を参照された

い。 
どのような機械等が個別検定の対象とさ

れ、型式検定の対象とされるかということ
は、それぞれの検定の趣旨に応じて決めら
れているものと思われる。その趣旨につい
ては検定（2.4.5 節）、個別検定及び型式検
定（2.4.6節）の各節を参照されたい。 
かつては、検定対象機械等はすべて政令

で定められていたため、法律本文において、
個別検定対象機械等については「第四十二
条の機械等（次条第一項に規定する機械等
を除く。）のうち、その構造、性能等を考
慮して政令で定めるもの」と、型式検定対
象機械等については「第四十二条の機械等
のうち、個別検定によることが適当でない
機械等で政令で定めるもの」と規定されて
いた。この「構造、性能等」には工作方法
及び形状が含まれるとされていた（2.5.2節
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の引用通達 118参照）。 
検査や検定の対象機械等以外の機械等に

ついては、構造規格が定められていても、
製造者、輸入者等が自己適合宣言を行うこ
とが想定されるが、民間機関が認証を行う
こともあるが、それについては 1.9.10 節で
述べる。 
2.4.2 「製造し、又は輸入した者」 
第 44 条第 1 項の「製造し」た者には、当

該機械等の構成部分の一部を他の者から購
入し、これを加工し、又は組み合わせて完
成品とした者、当該機械等の主要構造部分
を変更した者及び当該機械等で使用を廃止
したもの（個別検定合格済の印を押した明
細書を有するものを除く。）を再び使用す
るために整備した者が含まれる（2.5.2 節の
引用通達 118参照）。 
第 44条の 2第 1項の「製造し」た者には、

当該機械等の構成部分の一部を他の者から
購入し、これを加工し又は組み合わせて完
成品とする者が含まれるものであること
（2.5.2 節の引用通達 118参照）。 
2.4.3 「厚生労働省令で定めるところに

より」 
個別検定及び型式検定の実施については、

機械等検定規則（昭和 47年 9 月 30 日労働
省令第 45 号）107に定めるところによる。 
本稿では、その詳細は割愛する。 

2.4.4 「厚生労働大臣の登録」 
登録個別検定機関及び登録型式検定機関

の登録は、厚生労働大臣が行うこととされ
ている。 

JIS Q 17000108では、登録個別検定機関及
び登録型式検定機関のように規格への適合
性を評価する機関を適合性評価機関
（conformity assessment body）という。当

該機関が適合性評価業務を行う能力を有す
る旨、第三者が公式に実証したことを伝え
ることを認定（accreditation）といい、特定
の機関に当該適合性評価業務を行う権限を
付与することを指定（designation）という。
本法第 5 章第 1 節ではこの認定と指定とを
あわせて「登録」と称しているものと思わ
れる。また、認定を行う機関を認定機関
（accreditation body）、当該指定やその取
消し、一次停止等を行う機関を指定当局
（designating authority）というが、ここで
は、国（厚生労働大臣）が認定機関兼指定
当局になっている。 
2.4.5 「検定」 
第 42 条による譲渡等制限の対象機械等

のうち、当該厚生労働大臣が定める規格又
は安全装置を具備しているかの判定が技術
的に必ずしも容易ではないものや、当該規
格又は安全装置を完全に具備しない場合に
は災害を生じやすく、一旦災害が生じると
重大な結果を招くおそれが強いもの等につ
いては、これらが流通する前に、第三者に
より当該機械等が所定の規格又は安全装置
を具備しているかどうかを確認させ、具備
していること確認されたもののみを流通さ
せる必要があるといえる。このため、第 44
条及び第 44 条の 2では、当該機械等を製造
又は輸入した者に対し、国が登録する外部
専門機関である登録個別検定機関及び登録
型式検定機関による検定を受けさせること
とされている 109。 
この検定は、特定機械等の検査等と並び、

JIS Q 17000108 で定義されている第三者適
合性評価活動（third-party conformity as-
sessment activity）の一種であると考えられ
る。 
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2.4.6 「個別検定」及び「型式検定」 
検定の対象となる機械等のうち、小型ボ

イラーのごとくその溶接など工作上の適否
がその安全性に重大な影響を及ぼすため、
製品 1 個 1 個についての検定を行わなけれ
ばならないものがあり、このような検定を
個別検定という 109。 
個別検定は、第二種圧力容器、小型ボイ

ラー及び小型圧力容器を例に取ると、設計
仕様書、図面、強度計算書等の書類の審査
及び水圧試験等からなる 110。 
他方、プレス機械の安全装置のように大

量に生産され、サンプルについて検定を行
えば安全性が確認できるものや、保護帽の
ように検定することにより検定現品が破損
し、又はその性能が劣化する等個別に安全
性を確認できないものについては 111、1 個
1 個検査するのではなくその製品の型式に
ついての検定を行うこととなっており、こ
のような検定を型式検定という 109。ここで
「型式」とは、機械等の種類、形状、性能
等の組み合わせにおいて共通の安全性能を
持つ 1 つのグループに分けられるものをい
う（2.5.2節の引用通達 118参照）。 
型式検定対象機械等は、たとえ 1 品物で

あっても型式検定（大量生産が想定されて
おり、一定の有効期間を有するものである
ため、製造設備等を有することが条件とな
る。）を受検しなければならないことから、
その製造には一定の障壁があることになる。
例えば、事業者が特殊な木材加工用丸のこ
盤を保有していたとして、これに取り付け
る可動式の歯の接触予防装置として適当な
既成品（型式検定合格）が存在しない場合、
これを特別に自社で作った場合にも、型式
検定受検義務が生じ、これに合格し、型式

検定合格標章を付さなければ使用すること
ができないこととなる。ただし、このよう
な場合は、機械等検定規則第 8 条第 4 項の
規定により製造設備、検査設備等の検査は
省略され、個別検定に近い形での検定が行
われる。 
英訳語については、日本法令外国語訳デ

ータベースシステムによる本法の英語訳 20

では個別検定は individual examination、型
式検定は type examination、登録個別検定
機関は registered agency for individual 
examinations 、 登 録 型 式 検 定 機 関 は
registered agency for type examinations と
訳されている。他方、労働大臣官房国際労
働課編『改訂和英労働用語辞典』（日刊労
働通信社， 1997 年）では個別検定は
individual examination、型式検定は model 
examinationとされている。また、世界貿易
機関（WTO）が平成 25 年に作成した対日
審査の資料 112によると、登録個別検定機関
は registered bodies for individual inspec-
tion before circulation、登録型式検定機関は
registered bodies for conformity inspection 
by production typesと表現されている。こ
のように英訳は一定していないことに注意
を要する。 
因みに、国による型式検定制度は安全衛

生分野以外にもあり、例えば風俗営業等の
規制及び業務の適正化等に関する法律（昭
和 23年 7月 10日法律第 122 号）では、ぱ
ちんこ遊技機等が著しく客の射幸心をそそ
るおそれがあるものに該当しない旨の認定
及び型式検定の制度がある。すなわち、遊
技機の認定及び型式の検定等に関する規則
（昭和 60 年 2 月 12 日国家公安委員会規則
第 4 号）において、ぱちんこ遊技機等の規
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格が定められ、都道府県公安委員会又は指
定試験機関による検定等の手続が定められ
ている。 
2.4.7 「登録個別検定機関」及び「登録型

式検定機関」 
令和 5年 1月 19日現在登録されている登

録個別検定機関は次の 4機関である 113。 
名称 対象機械等 有効期間 

公益社団法人
産業安全技術
協会 

ゴム、ゴム化合物又
は合成樹脂を練るロ
ール機の急停止装置
のうち電気的制動方
式のもの 

令和６年
3 月 30 日 

一般社団法人
日本ボイラ協
会 

第二種圧力容器、小
型ボイラー、小型圧
力容器 

令和６年
3 月 30 日 

公益社団法人
ボイラ・クレ
ーン安全協会 

第二種圧力容器、小
型ボイラー、小型圧
力容器 

令和６年
3 月 30 日 

エイチエスビ
ージャパン株
式会社 

第二種圧力容器 令和 7 年
2 月 16 日 

令和 5年 1月 19日現在登録されている登
録型式検定機関は次の 6機関である 113。 

名称 対象機械等 有効期間 
公益社団法人
産業安全技術
協会 

ゴム、ゴム化合物又
は合成樹脂を練るロ
ール機の急停止装置
のうち電気的制動方
式以外の制動方式の
もの、プレス機械又
はシャーの安全装
置、防爆構造電気機
械器具、木材加工用
丸のこ盤の歯の接触
予防装置のうち可動
式のもの、動力によ
り駆動されるプレス
機械のうちスライド
による危険を防止す
るための機構を有す

令和 6 年
3 月 30 日 

るもの、交流アーク
溶接機用自動電撃防
止装置、絶縁用保護
具、絶縁用防具、保
護帽、防じんマスク、
防毒マスク 
電動ファン付き呼吸
用保護具 

令和 6 年
11 月 30 日 

一般社団法人
日本クレーン
協会 

クレーン又は移動式
クレーンの過負荷防
止装置 

令和 6 年
3 月 30 日 

エヌ・シー・
エス株式会社 

防爆構造電気機械器
具 

令和 6 年
6 月 27 日 

Eurofins E＆E 
CML Limited 

防爆構造電気機械器
具 

令和 9 年
2 月 6 日 

CSA GROUP 
TESTING UK 
LIMITED 

防爆構造電気機械器
具 

令和 9 年
10 月 10 日 

DEKRA Cer-
tification B.V. 

防爆構造電気機械器
具 

令和10年
1 月 22 日 

TÜV Rhein-
land Industrie 
Service GmbH 

防爆構造電気機械器
具 

令和 9 年
11 月 30 日 

この登録状況をみて明らかなように、登
録機関は多くなく、中には 1 つの登録機関
しかない機械等もあることから、何らかの
理由（撤退、倒産、登録取消し等が考えら
れるだろう。）で登録機関が無い状態のと
きや、すべての登録機関が業務の休止（業
務停止命令によるものを含む。）、天災等
で登録機関が業務を行うことが困難な場合
などは、個別検定については厚生労働大臣
又は都道府県労働局長、型式検定について
は厚生労働大臣が代わって検定を自ら行う
ことができることとされており、その場合
は検定を受けようとする者は第 112 条（労
働安全衛生法関係手数料令第 4 条及び第 5
条）に基づく手数料を納付することとなる。
なお、令和 4年 12月 1日現在、個別検定で
はゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロ
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ール機の急停止装置のうち電気的制動方式
のものの 1 基 131,100 円が最も高額で、型
式検定では動力により駆動されるプレス機
械の新規検定 1 件 484,100 円が最も高額で
ある。 
この登録は、外国に立地する機関であっ

てもを受けることができるが、これについ
ては 2.5.6節を参照されたい。 
2.4.8 「…検定を受けなければならない」 
第 44 条第 1項及び第 44条の 2第 1項で

は、検定を受検すべき時期が明示されてい
ない。この問題について金谷暁判事 114は、
犯罪成立時期との関係で、第 42 条の譲渡、
貸与又は設置するまでの間に所定の検定を
受けるべきであって、当該機械等について
の所定の検定を受けないで譲渡、貸与又は
設置したときに第 44 条第 1 項又は第 44 条
の 2 第 1 項違反罪が成立し、かつその犯罪
行為が終了すると解されるとしている。し
かしながら、当該機械等を製造し又は輸入
した者が、検定を受けることのないままこ
れを放置した場合には、これが何らかの理
由で散佚し、流通するおそれがあることか
ら、相当な注意をしないで相当期間受検し
ないまま放置した場合には違反罪が成立す
ると解すべきではないだろうか。 
2.4.9 「外国製造者」 
第44条第2項及び第44条の2第2項は、

外国で製造された国産品と同等な取扱いを
目指して、外国事業者による型式承認等の
取得の円滑化のための関係法律の一部を改
正する法律（昭和 58 年 5月 25 日法律第 57
号）により追加されたものであり、その趣
旨は 2.5.3 節を参照されたい。 
本稿では、その詳細は割愛する。 

2.4.10 「当該申請に係る型式の機械等の

構造並びに当該機械等を製造し、及
び検査する設備等」 

第 44 条の 2 第 2 項の「構造」には、材料
及び性能が含まれ、「製造し、及び検査す
る設備等」の「等」には、工作責任者、検
査組織、検査のための規程が含まれる（2.5.2
節の引用通達 118参照）。 
2.4.11 「…表示が付されていないものは、

使用してはならない」 
第 44条第６項及び第 44条の 2第 7 項に

おいては、検定が必要な機械等であって検
定に合格した旨の表示が付されていないも
のの使用を禁じている。 

JIS Q 17000108では、「表明された目的又
は条件の下で製品又はプロセスを市場に出
し又は使用することの許可」を認可
（approval）と定義しているが、検定の合
格及びその旨の表示が、実質的にこの認可
に相当するものと思われる。 
もし事業者が、これらの表示がなく、か

つ第 42 条の規格又は安全装置を具備して
いない機械等を使用した場合には、第 44条
第６項又は第 44 条の 2 第 7 項違反と第 20
条違反（安衛則第 27 条関係）との関係が問
題となるが、金谷暁判事 16は、これを観念
的競合となるものと解されるとしている。 
2.5 沿革 
第 44 条及び第 44 条の 2の規定は、労働

基準法旧第 46 条の規定による認定制度及
び同法旧第 45 条の規定による労働衛生保
護具及び防爆構造電気機械器具の検定制度
にその起源を有するが、これについては 1.8
節で述べることとし、本節では本法制定以
降のことについて述べる。 
経過措置については、割愛する。 
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2.5.1 本法の制定 
本法制定時において、第 44 条及び第 44

条の 2 の検定制度は、第 44 条だけで規定さ
れており、その趣旨が施行通達で解説され
ている。施行通達（抄）22 及び当時の条文
は次のとおりである。 
基発第六〇二号 
昭和四七年九月一八日 
都道府県労働基準局長 殿 

労働省労働基準局長 
労働安全衛生法および同法施行令の
施行について 

記 
Ⅰ 法律関係 
10 機械等に関する規制 
⑷ 第四四条関係 

従来、性能認定および耐圧証明の対
象とされていた機械等のうち、性能認
定対象機械等にあつては法施行前に譲
渡または設置されたもの、耐圧証明対
象機械にあつては法施行前に当該耐圧
証明を受けたものについては、第二項
から第四項までの規定は、適用されな
いものであること。 
また、令第一三条第三号の防爆構造

電気機械器具のうち、昭和四六年四月
一日前に製造または輸入され、防爆構
造電気機械器具検定規則（昭和四四年
労働省令第二号）による検定に合格す
る前に譲渡または設置されたものにつ
いても同様とすること。 
なお、令附則第六条ならびに機械等

検定規則（昭和四七年労働省令第四五
号）附則第三条および第四条の規定に
よる経過措置に係る機械等で、法第四
四条の検定に合格する前、当該経過措

置期間中に、譲渡または設置されたも
のについても同様とすること。 

（検定） 
第四十四条 第四十二条の機械等のうち、
政令で定めるものを製造し、又は輸入し
た者は、労働省令で定めるところにより、
当該機械等について、労働大臣、都道府
県労働基準局長又は労働大臣の指定する
者（以下「検定代行機関」という。）が
行なう検定を受けなければならない。 

２ 前項の検定（以下「検定」という。）
を受けた者は、当該検定に合格した機械
等に、労働省令で定めるところにより、
当該検定に合格した旨の表示を附さなけ
ればならない。 

３ 検定に合格した機械等以外の機械等に
は、前項の表示を附し、又はこれと紛ら
わしい表示を附してはならない。 

４ 第一項の機械等で、第二項の表示が附
されていないものは、使用してはならな
い。 
なお、この当時の検定対象機械等は、次

のとおりであった。 
（労働大臣が定める規格又は安全装置を
具備すべき機械等） 

第十三条 法第四十二条の政令で定める機
械等は、次に掲げる機械等（本邦の地域
内で使用されないことが明らかな場合を
除く。）とする。 
一 プレス機械又はシヤーの安全装置 
二 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練
るロール機及びその急停止装置 

三 防爆構造電気機械器具（船舶安全法
の適用を受ける船舶に用いられるもの
を除く。） 

四 クレーン又は移動式クレーンの過負
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荷防止装置 
五 防じんマスク（ろ過材、面体及び排
気弁を有するものに限る。） 

六 防毒マスク（ハロゲンガス用又は有
機ガス用のものその他労働省令で定め
るものに限る。） 

七 アセチレン溶接装置のアセチレン発
生器 

八 第二種圧力容器（船舶安全法の適用
を受ける船舶に用いられるもの及び電
気事業法、高圧ガス取締法又はガス事
業法の適用を受けるものを除く。） 

九～三十五 〈略〉 
（検定を受けるべき機械等） 

第十四条 法第四十四条第一項の政令で定
める機械等は、前条第一号から第八号ま
でに掲げる機械等（同条第二号に掲げる
機械等にあつては、同号に掲げる急停止
装置に限る。）とする。 

2.5.2 個別検定と型式検定との規定の分
離等（昭和 52年改正） 

昭和 51 年 12 月 23 日にまとめられた中
央労働基準審議会労働災害防止部会報告
115,116の中で、大量生産によって製造される
等個別の検定になじまないものについては、
その型式について、労働大臣等の承認を受
けなければならないものとする型式承認制
度の新設が提言されたことを受け、労働安
全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法
律（昭和 52年 7月 1 日法律第 76 号）によ
り旧第 44 条が新第 44 条（個別検定）と第
44 条の 2（型式検定）に分けて規定される
等の改正が行われ、昭和 53 年 1月 1日から
施行された。ただし、従来から型式による
検定は行われており、この改正はこれを法
律上明確化したものにすぎない。 

その時の施行通達（抄）117,118及び改正後
の条文は次のとおりである（削られた箇所
を取消線「―」で、加え、又は改められ
た箇所を下線で示した（以下同じ。））。 
発基第九号 
昭和五三年二月一〇日 
都道府県労働基準局長 殿 

労働事務次官 
労働安全衛生法及びじん肺法の一部
を改正する法律の施行について（労
働安全衛生法関係） 

労働安定衛生法及びじん肺法の一部を改
正する法律は、昭和五二年七月一日、法律
第七六号として公布され、そのうち労働安
全衛生法の改正規定は昭和五三年一月一日
（第四五条第二項、第五七条の二から第五
七条の四まで及び第九三条第三項に係る部
分については、公布の日から起算して二年
を超えない範囲内において、それぞれ政令
で定める日）から施行されることとなつた。 
ついては、下記の事項について十分留意

の上、その運用に万全を期されるよう、命
により通達する。 
なお、じん肺法の改正規定は、公布の日

から起算して九月を超えない範囲内におい
て政令で定める日から施行されることとな
つており、その施行については、おつて通
達する。 

記 
第二 労働安全衛生法の改正の内容 
一 検定制度の整備（第四四条から第四四
条の三まで関係）検定は、従来から危険
又は有害な作業を必要とする等の機械
等について行われていたが、その対象と
なる機械等の中には、溶接工作等の適否
が当該機械等の安全性に重大な影響を
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及ぼすため、その工作等の適否を個々に
調べなければならないものと、一定数量
生産される機械等について、その型式ご
とに現品とその製造、検査設備等を調べ
ることにより、安全性が確認できるもの
とがある。 
後者の機械等については、従来から型

式による検定方法を採用していたが、最
近これらの機械等が増えている現状に
かんがみ、検定を個別検定と型式検定と
に明確に区分して、その整備を図つたこ
と。 

基発第七七号 
昭和五三年二月一〇日 
都道府県労働基準局長 殿 

労働省労働基準局長 
労働安全衛生法及びじん肺法の一部
を改正する法律及び労働安全衛生法
施行令の一部を改正する政令の施行
について 

労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改
正する法律（昭和五二年法律第七六号）の
労働安全衛生法関係の施行については、昭
和五三年二月一〇日付け労働省発基第九号
により労働事務次官から通達されたところ
であるが、その細部の取扱いについて下記
のとおり定めたので、これが円滑な実施を
図るよう配意されたい。 
また、労働安全衛生法施行令の一部を改

正する政令は、昭和五二年一一月一五日政
令第三〇七号として公布され、一部の規定
を除き、昭和五三年一月一日から施行され
たが、下記の事項に留意して、その運用に
遺憾のないようにされたい。 
なお、労働安全衛生法及びじん肺法の一

部を改正する法律中の他の規定に係る部分

の施行については、施行の都度追つて通達
する。 
Ⅰ 法律関係 
三 個別検定(第四四条関係) 
㈠ 第一項の「構造、性能等」の「等」
には、工作方法、形状が含まれるもの
であること。 

㈡ 第一項の「製造し」た者には、次の
者が含まれるものとして取り扱うこ
と。 
イ 当該機械等の構成部分の一部を他
の者から購入し、これを加工し、又は
組み合わせて完成品とした者 

ロ 当該機械等の主要構造部分を変更
した者 

ハ 当該機械等で使用を廃止したもの
（個別検定合格済の印を押した明細
書を有するものを除く。）を再び使用
するために整備した者 

四 型式検定 
㈠ 第四四条の二関係 
イ 第一項の「製造し」た者には、当該
機械等の構成部分の一部を他の者か
ら購入し、これを加工し又は組み合わ
せて完成品とする者が含まれるもの
であること。 

ロ 第一項の「型式」とは、機械等の種
類、形状、性能等の組み合わせにおい
て共通の安全性能を持つ一つのグル
ープに分けられるものをいうこと。 

ハ 第二項の「構造」には、材料及び性
能が含まれること。 

ニ 第二項の「製造し、及び検査する設
備等」の「等」には、工作責任者、検
査組織、検査のための規程が含まれる
ものであること。 
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㈡ 第四四条の三関係 
「型式検定合格証の有効期間」とは、

製造し、又は輸入する機械等に係る型
式についての有効期間をいうもので、
型式検定に合格した型式の機械等であ
つて現に使用しているものについて使
用の有効期間をいうものではないこ
と。 

Ⅱ 施行令関係 
三 第一四条及び第一四条の二関係 

個別検定及び型式検定の区分は、従来
と同一であること。 
なお、改正前の労働安全衛生法施行令

第一四条に係る通達のうち、改正後の同
令に相当する規定に係る部分について
は、当該規定に関し有効なものとして取
り扱うこと。 
（個別検定） 

第四十四条 第四十二条の機械等（次条第
一項に規定する機械等を除く。）のうち、
その構造、性能等を考慮して政令で定め
るものを製造し、又は輸入した者は、労
働省令で定めるところにより、当該機械
等について、労働大臣、都道府県労働基
準局長又は労働大臣の指定する者（以下
「個別検定代行機関」という。）が個々
に行う当該機械等についての検定を受け
なければならない。 

２ 労働大臣、都道府県労働基準局長又は
個別検定代行機関は、前項の規定による
検定（以下「個別検定」という。）を受
けようとする者から申請があつた場合に
は、当該申請に係る機械等が労働省令で
定める基準に適合していると認めるとき
でなければ、当該機械等を個別検定に合
格させてはならない。 

３ 個別検定を受けた者は、当該検定に合
格した機械等に、労働省令で定めるとこ
ろにより、当該個別検定に合格した旨の
表示を付さなければならない。 

４ 個別検定に合格した機械等以外の機械
等には、前項の表示を付し、又はこれと
紛らわしい表示を付してはならない。 

５ 第一項の機械等で、第三項の表示が付
されていないものは、使用してはならな
い。 
（型式検定） 

第四十四条の二 第四十二条の機械等のう
ち、個別検定によることが適当でない機
械等で政令で定めるものを製造し、又は
輸入した者は、労働省令で定めるところ
により、労働大臣又は労働大臣の指定す
る者（以下「型式検定代行機関」という。）
が行う当該機械等の型式についての検定
を受けなければならない。 

２ 労働大臣又は型式検定代行機関は、前
項の規定による検定（以下「型式検定」
という。）を受けようとする者から申請
があつた場合には、当該申請に係る型式
の機械等の構造並びに当該機械等を製造
し、及び検査する設備等が労働省令で定
める基準に適合していると認めるときで
なければ、当該型式を型式検定に合格さ
せてはならない。 

３ 労働大臣又は型式検定代行機関は、型
式検定に合格した型式について、型式検
定合格証を申請書に交付する。 

４ 型式検定を受けた者は、当該型式検定
に合格した型式の機械等を製造し、又は
輸入したときは、当該機械等に、労働省
令で定めるところにより、型式検定に合
格した型式の機械等である旨の表示を付
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さなければならない。 
５ 型式検定に合格した型式の機械等以外
の機械等には、前項の表示を付し、又は
これと紛らわしい表示を付してはならな
い。 

６ 第一項の機械等で、第四項の表示が付
されていないものは、使用してはならな
い。 

2.5.3 外国事業者の型式承認等の取得の
円滑化のための改正 

その後、外国事業者による型式承認等の
取得の円滑化のための関係法律の一部を改
正する法律（昭和 58 年 5月 25 日法律第 57
号）により改正され、外国事業者による型
式承認等の取得の円滑化のための関係法律
の一部を改正する法律の施行期日を定める
政令（昭和 58 年 7月 22日政令第 166 号）
により昭和 58 年 8月 1日から施行された。 
その施行通達 119及び改正後の条文は次の

とおりである。 
基発第四一九号 
昭和五八年八月一日 
各都道府県労働基準局長 殿 

労働省労働基準局長 
外国事業者による型式承認等の取得
の円滑化のための関係法律の一部を
改正する法律（労働安全衛生法関係）
及び関係政省令等の施行について 

外国事業者による型式承認等の取得の円
滑化のための関係法律の一部を改正する法
律が、昭和五八年五月二五日法律第五七号
として公布され、そのうち労働安全衛生法
（昭和四七年法律第五七号）の改正規定は、
外国事業者による型式承認等の取得の円滑
化のための関係法律の一部を改正する法律
の施行期日を定める政令（昭和五八年政令

第一六六号、七月二二日公布）により、他
の一四〇関係法律の改正規定とともに、昭
和五八年八月一日から施行されることとな
つた。 
また、労働安全衛生法の一部改正に伴い、

労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正
する政令（昭和五八年政令第一六九号）が
昭和五八年七月二二日に、外国事業者によ
る型式承認等の取得の円滑化のための関係
法律の一部を改正する法律の施行に伴う関
係労働省令の整備に関する省令（昭和五八
年労働省令第二四号）、労働安全衛生法関
係型式検定手数料の加算額の計算に関する
省令（昭和五八年労働省令第二五号）及び
労働安全衛生法関係手数料令第五条の二第
一項の審査のため職員を出張させる場合を
定める告示（昭和五八年労働省告示第六二
号）が同年七月三〇日に、それぞれ公布さ
れ、いずれも同年八月一日から施行される
こととなつた。 
ついては、下記の事項について留意の上、

その運用に遺憾のないようにされたい。 
記 

第一 労働安全衛生法の改正の経緯及び趣
旨 
近年、我が国と欧米諸国との間の貿易

摩擦問題の一として、いわゆる金属バツ
ト問題に代表されるように、我が国の規
格、基準、検査手続等が非関税障壁とし
て外国産品の日本への輸入の障害となつ
ているとの論議がみられるところであ
る。 
この問題に対処するため、昭和五八年

一月一四日の閣議において、内閣に労働
省を含めた関係一〇省庁からなる「基
準・認証制度等連絡調整本部」を設置す

－1129－



分担研究報告書（森山誠也） 

1130 

ることが決定され、同本部において我が
国の基準・認証制度の見直しが精力的に
行われた結果、昭和五八年三月二六日「基
準・認証制度の改善について」の政府方
針が決定された。本決定の中で、認証手
続における内外平等取扱いを法制度的に
確保するため、労働安全衛生法の一部改
正を含む一六法律の一括改正を行うこと
とされ、これを受けて外国事業者による
型式承認等の取得の円滑化のための関係
法律の一部を改正する法律が制定された
ものである。 
本一括法制定の目的は、外国製造者が

我が国の認証制度において定められた各
種認証を取得するための手続に、国内の
者と実質的に同等の条件で直接参加でき
る途を法制度的に確保することであり、
これにより労働安全衛生法の検査・検定
制度についても外国製造者が直接参加で
きる途が確保されたものである。 

第二 労働安全衛生法の改正の内容 
一 検査制度の整備（第三八条関係） 

外国において製造された特定機械等
を当該特定機械等を製造した者（以下第
二の一において「外国製造者」という。）
以外の者が輸入した場合において、外国
製造者がこれらの者について検査の行
われることを希望しないときは、外国製
造者が自ら検査を受けることができる
こととしたこと（第二項本文関係）。 
この検査が行われた場合には、当該特

定機械等を国内に輸入した者には検査
を受ける義務は課さないこととしたこ
と（第二項後段関係）。 
なお、外国製造者が自ら特定機械等を

輸入した場合には、第一項の規定により

検査を受ける義務があることは、従来と
変わるものではないこと。 

二 個別検定制度の整備（第四四条関係） 
外国において製造された個別検定 

対象機械等を当該個別検定対象機械等
を製造した者（以下第二の二において
「外国製造者」という。）以外の者が輸
入した場合において、外国製造者がこれ
らの者について個別検定が行われるこ
とを希望しないときは、外国製造者が自
ら個別検定を受けることができること
としたこと（第二項本文関係）。 
この個別検定が行われた場合には、当

該個別検定対象機械等を国内に輸入し
た者には、個別検定を受ける義務は課さ
ないこととしたこと（第二項後段関係）。 
なお、外国製造者が自ら個別検定対象

機械等を輸入した場合には、第一項の規
定により個別検定を受ける義務がある
ことは従来と変わるものではないこと。 

三 型式検定制度の整備（第四四条の二、
第四四条の四、第九六条、第一〇五条及
び第一一二条の二関係） 
㈠ 外国において型式検定対象機械等を
製造した者（以下第二の三において「外
国製造者」という。）は、①当該型式
検定対象機械等を本邦に輸出しようと
するとき又は②当該型式検定対象機械
等を外国製造者以外の者が輸入した場
合において、これらの者について型式
検定が行われることを希望しないとき
は、自ら型式検定を受けることができ
ることとしたこと。（第四四条の二第
二項関係）。 
この型式検定が行われた場合には、

当該型式検定に合格した型式の機械等
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を国内に輸入した者には、型式検定を
受ける義務は課さないこととしたこと
（第四四条の二第一項ただし書関係）。 
なお、外国製造者が第四四条の二第

二項の規定により型式検定を受けてい
ない場合において、自ら型式検定対象
機械等を輸入したときは、同条第一項
の規定により型式検定を受ける義務が
あることは従来と変わるものでないこ
と。 
また、外国製造業が受けた型式検定

に合格した型式の機械等に係る表示
は、輸入した時点において行えば足り
るものとし、この場合において、当該
機械等を外国製造者以外の者が輸入し
たときは、当該輸入した者に上記の表
示を付すべき義務があることとしたこ
と（第四四条の二第五項関係）。 

㈡ 労働大臣は、型式検定に合格した型
式の機械等の構造等が一定の基準に適
合していないと認められるときその他
一定の事由に該当するときは、型式検
定合格証の効力を失わせることができ
ることとしたこと（第四四条の四関
係）。 
なお、この規定は、従来、機械等検

定規則（昭和四七年労働省令第四五号）
第一六条に規定があつたものを、今回
の改正に伴い外国製造者に係る規定を
整備するとともに、労働安全衛生法（以
下「法」という。）に規定することと
したものであること。 
イ 第一号は、型式検定合格証の交付を
受けた者が国内製造者、輸入者又は外
国製造者のいずれであるかを問わず
適用されるものであること。 

ロ 第二号及び第三号は、型式検定合格
証の交付を受けた者が外国製造者で
ある場合に限つて適用されるもので
あること。これは、型式検定合格証の
交付を受けた者が国内製造者又は輸
入者である場合にその者について第
二号又は第三号の事由に相当する事
由が発生したときは、第一一九条第一
号（第四四条の二第六項違反）又は第
一二〇条第四号（第九六条第一項違
反）の罰則が適用されるが、外国製造
者の国外における違反行為について
は、刑罰を科すことが困難であること
等を考慮して、型式検定合格証を失効
させることにより型式検定制度の適
正な運用を図ることとしたものであ
ること。 

㈢ 労働大臣が型式検定合格証の効力を
失わせる処分をしようとするときは、
当該処分の公正適切を期するためにあ
らかじめ聴聞を実施すべきこととした
こと（第一〇五条関係）。 

㈣ 労働大臣が型式検定合格証の効力を
失わせたときは、関係者に周知せしめ
るため、その旨を官報で告示すること
としたこと（第一一二条の二関係）。 

㈤ 労働大臣は、労働者の安全と健康を
確保するため必要があると認めるとき
は、その職員をして型式検定に合格し
た型式の機械等に関する事業場の立入
り、物件の検査等ができる旨を規定す
ることとしたこと（第九六条関係）。 
イ この規定による強制立入り、検査等
は国内に存する事業場、物件等につい
てのみ認められるものであり、これを
拒んだ者等に対しては、罰則の適用が
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あること。 
なお、外国事業者の事業場等の検査

等については、第四四条の四第三号に
規定されており、これを拒んだ者等に
対しては、労働大臣は、型式検定合格
証を失効させることができること。 

ロ この規定は、今回の改正に伴い、従
来、機械等検定規則第一五条に同趣旨
の規定があつたものを、法に規定する
こととしたものであること。 

第三 外国事業者による型式承認等の取得
の円滑化のための関係法律の一部を改正
する法律の施行に伴う関係労働省令の整
備に関する省令の内容 
一 労働安全衛生規則の一部改正 

法第九六条の改正に伴い、立入検査を
する職員の証票の様式を整備したこと
（様式第二一号の二関係）。 

二 ボイラー及び圧力容器安全規則、クレ
ーン等安全規則及びゴンドラ安全規則
の一部改正 
外国においてボイラー、第一種圧力容

器、移動式クレーン又はゴンドラを製造
した者（以下第三の二において「外国製
造者」という。）は、法第三八条第二項
の規定により、都道府県労働基準局長の
検査を受けることができることとし、当
該検査は、輸入者の場合と同様、使用検
査としたこと（ボイラー及び圧力容器安
全規則第一二条第二項及び第五七条第
二項、クレーン等安全規則第五七条第二
項並びにゴンドラ安全規則第六条第二
項関係）。 
したがつて、外国製造者が都道府県労

働基準局長の検査を直接受けようとす
る場合は、法第三八条第一項の規定によ

り自ら「輸入した者」として受けるとき
があるか、同条第二項の規定により外国
製造者として受けるときであるかにか
かわらず、使用検査の手続によることと
なること。 

三 機械等検定規則の一部改正 
㈠ 個別検定に関しては、形式整備を行
つたものであること。 

㈡ 型式検定に係る現品検査を型式検定
申請者の希望する場所において実施す
る場合、当該場所は、外国において型
式検定対象機械等を製造した者（以下
第三の三において「外国製造者」とい
う。）が申請者である場合であつても、
本邦の地域内の場所に限るものとした
こと（第七条関係）。 

㈢ 型式検定を受けようとする外国製造
者が、機械等検定規則第八条第一項第
二号に定める設備等に相当する設備等
を有する場合には、同号の設備等に関
する規定は適用しないものとしたこと
（第八条第三項関係）。 

㈣ 労働大臣は、型式検定合格証の効力
を失わせたときは、当該型式検定合格
証の交付を受けた者に所定の通知をす
るものとするとともに、法第一一二条
の二の規定により、品名、型式の名称、
型式検定合格番号その他一定の事項を
官報で告示するものとしたこと（第一
五条関係）。 

㈤ 型式検定合格証の交付を受けた者
は、労働大臣により当該型式検定合格
証が失効させられたときは、これの交
付者たる型式検定実施者に返還するも
のとしたこと（第一六条関係）。 

㈥ 検査の規定（改正前の第一五条）及
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び型式検定合格証の失効（改正前の第
一六条）の規定は、今回の改正により
法に規定されたこと（第九六条第一項
及び第四四条の四）に伴い、削除する
こととしたこと。 

第四 労働安全衛生法関係手数料令の一部
を改正する政令 
労働安全衛生法関係型式検定手数料の

加算額の計算に関する省令及び労働安全
衛生法関係手数料令第五条の二第一項の
審査のため職員を出張させる場合を定め
る告示の内容 
一 労働安全衛生法関係手数料令の一部
改正 
㈠ 特定機械等の検査及び個別検定につ
いては、外国において特定機械等又は
個別検定対象機械等を製造した者が直
接申請する場合であつても、使用検査
又は個別検定に係る従前の手続と何ら
変わるところはないので、使用検査又
は個別検定に係る手数料の額をそのま
ま適用することとしたこと。 

㈡ 型式検定制度については、現品検査
に関しては従前の手続と変わるところ
はないので、原則として現行の手数料
の額に変更はないが、防じんマスク及
び防毒マスクの型式検定に際しては、
原則として当該型式検定に係る機械等
の検査設備を現地において確認する必
要があることから、当該型式検定に係
る手数料の額についての規定を整備す
ることとしたこと（第五条の二関係）。
すなわち、労働大臣が防じんマスク又
は防毒マスクを製造・検査する設備等
を審査するためその職員をして当該設
備等の所在地に出張させる必要がある

と認めるときは、当該型式検定に係る
手数料の額は、当該出張期間に係る人
件費に相当する額及び国家公務員等の
旅費に関する法律（昭和二五年法律第
一一四号。以下「旅費法」という。）
の規定等により算出される旅費の額に
相当する額を加算して算定するものと
したこと。 
なお、防じんマスク又は防毒マスク

の型式検定に係るこの取扱いは、当該
型式検定に係る審査の対象となる設備
等が国内にある場合にも適用されるも
のであること。 

二 労働安全衛生法関係型式検定手数料
の加算額の計算に関する省令 
労働大臣が防じんマスク又は防毒マ

スクの型式について検定を行う場合で、
当該マスクを製造・検査する設備等を審
査するためその職員をして当該設備等
の所在地に出張させる必要があると認
めるときの当該検定に係る手数料の額
の算定において加算されるものとされ
た当該出張期間に係る旅費の額に相当
する額は、次に定めるところにより、旅
費法の規定を用いて算定することとし
たこと。 
㈠ 在勤官署の所在地は、東京都千代田
区大手町一丁目三番一号とすること
（第一条関係）。 

㈡ 支度料は算入しないこと（第二条関
係）。 

㈢ 審査日数は、一日（外国における審
査にあつては、三日）とすること（第
三条関係）。 

㈣ 旅行雑費は、一万円とすること（第
四条関係）。 

－1133－



分担研究報告書（森山誠也） 

1134 

㈤ 旅費法の規定により実費を超えるこ
ととなる部分等の旅費を支給しないこ
ととなるときは、当該超える部分等は
旅費の額に相当する額に算入しないこ
と（第五条関係）。 

㈥ 当該審査のため出張をする職員の数
は、原則として二人とすること（第六
条関係）。 

三 労働安全衛生法関係手数料令第五条
の二第一項の審査のため職員を出張さ
せる場合を定める告示 
労働大臣は、防じんマスク又は防毒マ

スクの型式についての検定の申請があ
つた場合において、当該申請が次のいず
れかの事由に該当するときは、原則とし
て、当該マスクを製造・検査する設備等
を審査するためその職員をして当該設
備等の所在地に出張させることとした
こと。 
㈠ 当該申請に係る防じんマスク又は防
毒マスクの検査設備が、かつて現地確
認を受けたことがない型式のものであ
ること（第一号関係）。 

㈡ 当該申請に係る申請者に交付された
ことのある防じんマスク又は防毒マス
クに係る型式検定合格証が労働大臣に
より効力を失わせられたことがあるこ
と（第二号関係）。 

㈢ 当該申請に係る申請者が、防じんマ
スク又は防毒マスクに係る業務につい
て法又は関係政省令等の規定に違反し
て処罰されたことがあること（第三号
関係）。 

㈣ ㈡又は㈢に準ずる事由があること
（第四号関係）。 

（個別検定） 

第四十四条 第四十二条の機械等（次条第
一項に規定する機械等を除く。）のうち、
その構造、性能等を考慮して政令で定め
るものを製造し、又は輸入した者は、労
働省令で定めるところにより労働大臣、
都道府県労働基準局長又は労働大臣の指
定する者（以下「個別検定代行機関」と
いう。）が個々に行う当該機械等につい
ての検定を受けなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、同項の機械
等を輸入した者が当該機械等を外国にお
いて製造した者（以下この項において「外
国製造者」という。）以外の者（以下こ
の項において単に「他の者」という。）
である場合において、当該外国製造者が
当該他の者について前項の検定が行われ
ることを希望しないときは、当該外国製
造者は、労働省令で定めるところにより、
自ら労働大臣、都道府県労働基準局長又
は個別検定代行機関が個々に行う当該機
械等についての検定を受けることができ
る。当該検定が行われた場合においては、
当該機械等を輸入した者については、同
項の規定は、適用しない。 

３ 労働大臣、都道府県労働基準局長又は
個別検定代行機関は、前二項の検定（以
下「個別検定」という。）を受けようと
する者から申請があつた場合には、当該
申請に係る機械等が労働省令で定める基
準に適合していると認めるときでなけれ
ば、当該機械等を個別検定に合格させて
はならない。 

４ 個別検定を受けた者は、当該検定に合
格した機械等に、労働省令で定めるとこ
ろにより、当該個別検定に合格した旨の
表示を付さなければならない。 
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５ 個別検定に合格した機械等以外の機械
等には、前項の表示を付し、又はこれと
紛らわしい表示を付してはならない。 

６ 第一項の機械等で、第四項の表示が付
されていないものは、使用してはならな
い。 
（型式検定） 

第四十四条の二 第四十二条の機械等のう
ち、個別検定によることが適当でない機
械等で政令で定めるものを製造し、又は
輸入した者は、労働省令で定めるところ
により、労働大臣又は労働大臣の指定す
る者（以下「型式検定代行機関」という。）
が行う当該機械等の型式についての検定
を受けなければならない。ただし、当該
機械等のうち輸入された機械等で、その
型式について次項の検定が行われた機械
等に該当するものは、この限りでない。 

２ 前項に定めるもののほか、次に掲げる
場合には、外国において同項本文の機械
等を製造した者（以下この項及び第四十
四条の四において「外国製造者」という。）
は、労働省令で定めるところにより、当
該機械等の型式について、自ら労働大臣
又は型式検定代行機関が行う検定を受け
ることができる。 
一 当該機械等を本邦に輸出しようとす
るとき。 

二 当該機械等を輸入した者が外国製造
者以外の者（以下この号において単に
「他の者」という。）である場合にお
いて、当該外国製造者が当該他の者に
ついて前項の検定が行われることを希
望しないとき。 

３ 労働大臣又は型式検定代行機関は、前
二項の検定（以下「型式検定」という。）

を受けようとする者から申請があつた場
合には、当該申請に係る型式の機械等の
構造並びに当該機械等を製造し、及び検
査する設備等が労働省令で定める基準に
適合していると認めるときでなければ、
当該型式を型式検定に合格させてはなら
ない。 

４ 労働大臣又は型式検定代行機関は、型
式検定に合格した型式について、型式検
定合格証を申請書に交付する。 

５ 型式検定を受けた者は、当該型式検定
に合格した型式の機械等を本邦において
製造し、又は本邦に輸入したときは、当
該機械等に、労働省令で定めるところに
より、型式検定に合格した型式の機械等
である旨の表示を付さなければならな
い。型式検定に合格した型式の機械等を
本邦に輸入した者（当該型式検定を受け
た者以外の者に限る。）についても、同
様とする。 

６ 型式検定に合格した型式の機械等以外
の機械等には、前項の表示を付し、又は
これと紛らわしい表示を付してはならな
い。 

７ 第一項本文の機械等で、第五項の表示
が付されていないものは、使用してはな
らない。 

2.5.4 地方分権推進及び中央省庁改革の
時期 

その後、地方分権の推進を図るための関
係法律の整備等に関する法律（平成 11 年 7
月 16 日法律第 87 号）第 390 条の規定によ
り、第 44条中「都道府県労働基準局長」が
「都道府県労働局長」に改められ、平成 12
年 4月 1 日から施行された。 
また、中央省庁等改革関係法施行法（平
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成 11 年 12 月 22 日法律第 160 号）第 705
条の規定により「労働省令」が「厚生労働
省令」に、「労働大臣」が「厚生労働大臣」
に改められ、平成 13 年 1月 6日に施行され
た。 
2.5.5 公益法人改革 
その後、平成 14 年 3月 29 日付け閣議決

定「公益法人に対する行政の関与の在り方
の改革実施計画」120を踏まえ、公益法人に
係る改革を推進するための厚生労働省関係
法律の整備に関する法律（平成 15年 7月 2
日法律第 102 号）121により所要の改正が行
われ、公益法人に係る改革を推進するため
の厚生労働省関係法律の整備に関する法律
の施行期日を定める政令（平成 15 年 12 月
19 日政令第 532 号）により平成 16 年 3 月
31 日から施行された。 
施行通達（抄）122と改正後の条文は次の

とおりである 123。 
基発第 0702003 号 
平成 15 年 7 月 2 日 

都道府県労働局長 殿 
厚生労働省労働基準局長 
（ 公 印 省 略 ） 

公益法人に係る改革を推進するため
の厚生労働省関係法律の整備に関す
る法律（労働安全衛生法及び作業環
境測定法関係）について〔労働安全
衛生法〕 

記 
第 1 改正の趣旨 

平成 14 年 3 月に閣議決定された「公益
法人に対する行政の関与の在り方の改革
実施計画」を踏まえ、国から公益法人等
が委託等を受けて行っている検査、検定、
資格付与等の事務及び事業について、官

民の役割分担及び規制改革の観点からの
見直しを行うため、厚生労働大臣がこれ
らの事務及び事業を行わせる者を指定す
る制度から、法律で定める一定の要件に
適合し、かつ、行政の裁量の余地のない
形で登録を受けた者がこれを行う制度へ
と改める等の措置を講じることを目的と
している。 

第 2 改正の内容 
１ 登録制度への移行に係る規定の整備 
⑴ 登録機関による実施（労働安全衛生
法第 14 条等関係） 
労働安全衛生法に基づく製造時等検

査、性能検査、個別検定、型式検定、
技能講習及び教習並びに作業環境測定
法に基づく作業環境測定士に係る講習
及び研修（以下「検査、検定等」とい
う。）について、指定機関による実施
から登録機関による実施に改めたこ
と。 

⑵ 登録基準の明確化等（労働安全衛生
法第 46 条等関係） 
登録製造時等検査機関、登録性能検

査機関、登録個別検定機関、登録型式
検定機関、登録教習機関及び登録講習
機関（以下「各登録機関」という。）
の登録基準を法律上明確化するととも
に、登録を申請した者が登録基準に適
合しているときには、厚生労働大臣又
は都道府県労働局長は、当該申請者を
登録しなければならないこととしたこ
と。 
また、登録は、登録簿に登録年月日、

登録番号等を記載してするとともに、5
年以上 10 年以内において政令で定め
る期間ごとに更新を受けなければ、そ
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の効力を失うこととしたこと。 
⑶ 登録機関の義務（労働安全衛生法第

47 条第 3項等関係） 
登録製造時等検査機関、登録性能検

査機関、登録個別検定機関及び登録型
式検定機関（以下「登録検査・検定機
関」という。）は、公正に、かつ、一
定の基準に適合する方法により検査・
検定を行わなければならないこととす
るとともに、当該検査・検定の方法か
ら生ずる危険を防止するために必要な
措置を講じなければならないこととし
たこと。 
また、登録教習機関及び登録講習機

関は、正当な理由がある場合を除き、
毎事業年度、講習等の実施に関する計
画を作成し、これに基づいて講習等を
実施するとともに、公正に、かつ、法
令の規定に従って講習等を行わなけれ
ばならないこととしたこと。 

⑷ 登録簿の記載事項に係る変更の届出
等（労働安全衛生法第47条の2等関係） 
〈略〉 

⑸ 財務諸表等の備付け、閲覧等（労働
安全衛生法第 50 条等関係） 
〈略〉 

⑹ 適合命令・改善命令（労働安全衛生
法第 52 条等関係） 
厚生労働大臣又は都道府県労働局長

は、各登録機関が登録基準に適合しな
くなったと認めるときは、当該登録機
関に対し、登録基準に適合するために
必要な措置をとるべきことを命ずるこ
とができることとするとともに、厚生
労働大臣又は都道府県労働局長は、各
登録機関が当該登録機関に課された義

務に違反していると認めるときは、当
該登録機関に対し、業務の方法の改善
に関し必要な措置をとるべきことを命
ずることができることとしたこと。 

⑺ 登録の取消し等（労働安全衛生法第
53 条等関係） 
厚生労働大臣又は都道府県労働局長

は、各登録機関が欠格事由に該当する
に至ったとき等には、その登録を取り
消し、又は 6 月を超えない範囲内で期
間を定めて業務の全部若しくは一部の
停止を命ずることができることとした
こと。 

⑻ 厚生労働大臣等による検査、検定等
の実施（労働安全衛生法第 53 条の 2
等関係） 
厚生労働大臣、都道府県労働局長又

は労働基準監督署長は、登録を受ける
者がいないとき等必要があると認める
ときは、検査、検定等の業務の全部又
は一部を自ら行うことができることと
したこと。 

２ その他 
⑴ 登録等に伴う手数料（労働安全衛生
法第 112 条等関係） 
各登録機関に係る登録又はその更新

を受けようとする者は、手数料を国に
納付しなければならないこととしたこ
と。 

⑵ 厚生労働大臣等による公示（労働安
全衛生法第 112 条の 2等関係） 
厚生労働大臣は、登録検査・検定機

関に係る登録をしたとき等は、その旨
を官報で告示しなければならないこと
とするとともに、都道府県労働局長は、
登録教習機関に係る登録をしたとき等
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は、その旨を公示しなければならない
こととしたこと。 
また、厚生労働大臣又は都道府県労

働局長は、登録講習機関に係る登録を
したとき等は、その旨を公示しなけれ
ばならないこととしたこと。 

⑶ 罰則その他所要の規定の整備を行っ
たこと。 

３ 施行期日等 
⑴ 施行期日（附則第 1条関係） 

この法律は、一部を除き、平成 16
年3月31日までの間において政令で定
める日から施行することとしたこと。 

⑵ 経過措置等（附則第 5 条から第 10
条まで関係） 
① この法律の施行の際現にこの法律
による改正前の労働安全衛生法及び
作業環境測定法に基づき指定を受け
ている者は、改正後の労働安全衛生法
及び作業環境測定法に基づき登録を
受けている者とみなすこととしたこ
と。 

② その他この法律の施行に関し必要
な経過措置を定めるとともに、関係法
律の規定の整備を行うこととしたこ
と。 

（個別検定） 
第四十四条 第四十二条の機械等（次条第
一項に規定する機械等を除く。）のうち、
別表第三に掲げる機械等で政令で定める
ものを製造し、又は輸入した者は、厚生
労働省令で定めるところにより厚生労働
大臣、都道府県労働局長又は厚生労働大
臣の指定する登録を受けた厚生労働大臣
の指定する者（以下「登録個別検定機関」
という。）が個々に行う当該機械等につ

いての検定を受けなければならない。 
２ 前項の規定にかかわらず、同項の機械
等を輸入した者が当該機械等を外国にお
いて製造した者（以下この項において「外
国製造者」という。）以外の者（以下こ
の項において単に「他の者」という。）
である場合において、当該外国製造者が
当該他の者について前項の検定が行われ
ることを希望しないときは、当該外国製
造者は、厚生労働省令で定めるところに
より、自ら登録個別検定機関が個々に行
う当該機械等についての検定を受けるこ
とができる。当該検定が行われた場合に
おいては、当該機械等を輸入した者につ
いては、同項の規定は、適用しない。 

３ 登録個別検定機関は、前二項の検定（以
下「個別検定」という。）を受けようと
する者から申請があつた場合には、当該
申請に係る機械等が厚生労働省令で定め
る基準に適合していると認めるときでな
ければ、当該機械等を個別検定に合格さ
せてはならない。 

４ 個別検定を受けた者は、当該検定に合
格した機械等に、厚生労働省令で定める
ところにより、当該個別検定に合格した
旨の表示を付さなければならない。 

５ 個別検定に合格した機械等以外の機械
等には、前項の表示を付し、又はこれと
紛らわしい表示を付してはならない。 

６ 第一項の機械等で、第四項の表示が付
されていないものは、使用してはならな
い。 
（型式検定） 

第四十四条の二 第四十二条の機械等のう
ち、個別検定によることが適当でない別
表第四に掲げる機械等で政令で定めるも
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のを製造し、又は輸入した者は、厚生労
働省令で定めるところにより、厚生労働
大臣又は厚生労働大臣の登録を受けた者
（以下「登録型式検定機関」という。）
が行う当該機械等の型式についての検定
を受けなければならない。ただし、当該
機械等のうち輸入された機械等で、その
型式について次項の検定が行われた機械
等に該当するものは、この限りでない。 

２ 前項に定めるもののほか、次に掲げる
場合には、外国において同項本文の機械
等を製造した者（以下この項及び第四十
四条の四において「外国製造者」という。）
は、厚生労働省令で定めるところにより、
当該機械等の型式について、自ら登録型
式検定機関が行う検定を受けることがで
きる。 
一 当該機械等を本邦に輸出しようとす
るとき。 

二 当該機械等を輸入した者が外国製造
者以外の者（以下この号において単に
「他の者」という。）である場合にお
いて、当該外国製造者が当該他の者に
ついて前項の検定が行われることを希
望しないとき。 

３ 登録型式検定機関は、前二項の検定（以
下「型式検定」という。）を受けようと
する者から申請があつた場合には、当該
申請に係る型式の機械等の構造並びに当
該機械等を製造し、及び検査する設備等
が厚生労働省令で定める基準に適合して
いると認めるときでなければ、当該型式
を型式検定に合格させてはならない。 

４ 登録型式検定機関は、型式検定に合格
した型式について、型式検定合格証を申
請書に交付する。 

５ 型式検定を受けた者は、当該型式検定
に合格した型式の機械等を本邦において
製造し、又は本邦に輸入したときは、当
該機械等に、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、型式検定に合格した型式の機
械等である旨の表示を付さなければなら
ない。型式検定に合格した型式の機械等
を本邦に輸入した者（当該型式検定を受
けた者以外の者に限る。）についても、
同様とする。 

６ 型式検定に合格した型式の機械等以外
の機械等には、前項の表示を付し、又は
これと紛らわしい表示を付してはならな
い。 

７ 第一項本文の機械等で、第五項の表示
が付されていないものは、使用してはな
らない。 

2.5.6 外国に立地する機関の登録制度 
労働安全衛生法の一部を改正する法律

（平成 26 年 6 月 25 日法律第 82 号）の規
定により、外国にある事務所において検
査・検定の業務を行う機関も、外国登録製
造時等検査機関、外国登録性能検査機関、
外国登録個別検定機関又は外国登録型式検
定機関として厚生労働大臣の登録を受けら
れることとなり、労働安全衛生法の一部を
改正する法律の施行期日を定める政令（平
成 26年 10 月 1日政令第 325 号）の規定に
より平成 27 年 6 月 1 日に施行された。 
同改正法律は第 44 条又は第 44 条の 2を

改正するものではないが、従前は登録個別
検定機関及び登録型式検定機関には国内機
関しか含まれなかったが、改正後はそれぞ
れ外国登録個別検定機関、外国登録型式検
定機関が含まれることとなった。 
貿易の技術的障害に関する協定（TBT 協
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定）6.4124,125では、各加盟国が自国の適合性
評価機関と比して不利でない条件で、他の
加盟国に立地する適合性評価機関に対して
も、自国の適合性評価手続に参加すること
を認めることが奨励されている。同改正法
律案の審議過程における政府答弁 126では、
平成 25 年 2 月に実施された世界貿易機関
（WTO）の貿易政策検討機関の対日審査
127において、本登録制度について TBT 協定
との関係で指摘を受けたことが、この法律
改正の理由であるとされている。 
2.6 運用（適用の実際） 
本節では、第 44 条又は第 44 条の 2違反

に係る定期監督等における法違反状況、刑
事事件例及び検定合格品に関することを取
り上げることとし、検定不受検品、不良品
等の流通事例については 1.9.7 節でまとめ
て取り上げた。 
また、検定の対象となっていない機械等

でも民間機関が認証を行っているものがあ
るが、それについては 1.9.10 節でとりあげ
た。 
2.6.1 定期監督等実施状況・法違反状況

（統計） 
平成 23 年以降の労働基準監督年報につ

いて調査したところ、各年の定期監督、災
害調査及び災害時監督における指導の状況
は、表 6のとおりである。 
表 6 定期監督等における労働安全衛生法
第 44 条又は第 44 条の 2違反が確認された
事業場数 
 定期監督等実

施事業場数 
同違反事業場数（労基法等 
を含む） 44・44 の 2 

平成 23年 132829 89586 4 

平成 24年 134295 91796 3 

平成 25年 140499 95550 3 

平成 26年 129881 90151 5 

平成 27年 133116 92034 2 

平成 28年 134617 89972 2 

平成 29年 135785 92695 10 

平成 30年 136281 93008 1 
平成 31 年 
令和元年 134981 95764 3 

令和 2 年 116317 80335 2 

註 労働基準監督年報（平成 23 年から令和
2 年まで）の統計表「定期監督等実施状
況・法違反状況」による。1 つの事業場
に安全基準違反と衛生基準違反の両方が
ある場合は両方に集計されている。なお、
参考のために各年の定期監督等実施事業
場数及び同違反事業場数を記載したが、
全ての定期監督等で安全衛生についての
調査を行っているわけではないため、こ
の表は、定期監督等実施事業場のうち第
44 条又は第 44 条の 2 違反が存在する事
業場の割合を示すものではなく、あくま
で定期監督等で覚知・指導することとな
ったものを集計したということにすぎな
い。 

2.6.2 送検事件状況（統計） 
平成23年から令和2年までの労働基準監

督年報の統計表「送検事件状況」（この表
では 1 事件で複数の被疑条文がある場合に
は、その主たる被疑条文により件数を計上
している。したがって、本条が被疑条文に
含まれている場合であってもそれが主たる
被疑条文でない場合は計上されていない。）
を確認したところ、本条を主たる被疑条文
とする違反事件の送検事件は無かった。 
ただし、同表は労働基準監督官による送

検事件に限った統計である。 
通常司法警察員が送検したものや検察官

認知・直受等の事件については、検察統計
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において本法違反事件全体の集計はなされ
ているが、条文毎の情報は不見当であり、
不明である。 
2.6.3 刑事事件例（起訴の有無不明） 
平成 5 年 3 月 29 日、大阪労働基準局が、

シーエル計測工業株式会社（大阪府豊中市）
及び代表取締役らを第44条の2違反で書類
送検した。同社は、タンク内の薬品の容量
などを量る静電容量式レベル計を、それを
防爆構造電気機械器具であったのに型式検
定を受検せず、かつ型式検定合格標章を付
し、昭和 61年 12 月から平成 3 年 9月まで
に約 70 台を全国の食品・化学会社などに約
25 万円で販売していた。当該静電容量式レ
ベル計は、大阪労働基準局の指導によりす
べて回収された 128（1.9.7.4 節にも記述し
た）。 
2.6.4 検定合格情報の公表 
法令では義務付けられていないが、検定

合格情報を誰でも確認できる状態に置くこ
とは、検定合格標章の偽造の有無のチェッ
クなどに役立つ。 
公益社団法人産業安全技術協会は、個別

検定及び型式検定に合格したものをウェブ
サイトで公表している 129。 
また、型式検定合格証の PDF ファイル等

をウェブサイトでダウンロードできるよう
にしている製造業者もある。 
他分野では、所管官庁が検定合格品情報

を公表している場合もあり、総務省は無線
機器型式検定に合格した機器情報の検索サ
イトを運用している 130。 
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2.7 検定制度に関する国会での議論とそ
の検討 

国会で本法の検査・検定制度について言
及されることは稀であるが、公益法人に係
る改革を推進するための厚生労働省関係法
律の整備に関する法律案（2.5.5 節参照）に
ついて、第 156 回衆議院厚生労働委員会の
平成 15年 6月 13日の審議 131において民主
党大島敦議員から現行の検査・検定制度に
対する一般的な質問が行われた。この時の
議論は、検査制度と検定制度をあまり区別
せず行われた抽象的なものであり、かつ主
として検査制度を対象にしたものである可
能性もあるが、いずれにせよ検定制度にも
関係するものであるので、本稿でも紹介し、
検討したい。なお、これに対する政府答弁
は検査・検定制度の趣旨を改めて説明する
ものであり、これは本稿で既に詳述したこ
との繰り返しになるので、ここではその内
容の紹介は省くこととする。 
2.7.1 大島敦議員の主張 
大島敦議員は、船舶検査の場合は船主が

検査のコストを負うこと等を例として紹介
し、現行の検査（場合により検定も含む趣
旨と思われる。以下同じ。）制度では製造
者がそのコストを負担していることについ
て、指定制度が登録制度になり小さい企業
やこれまで実績の無い企業も登録を受けて
検査機関として参入して価格競争が生じた
場合に、製造者は製品価格に影響するコス
トを抑えるためできるだけ安価に受検でき
る機関を選択することとなり、それでは安
全性を担保するのは難しいのではないかと
主張し、その代わり、製品を購入して実際
に使用し、リスクを負うユーザー（エンド
ユーザー）に検査の受検義務を課せば、ユ

ーザーは価格でなく検査の質で検査機関を
選択するからより好ましいとして、製造者
に化せられている検査の受検義務をユーザ
ーに移すことを提案した。 
これは即ち、製品の欠陥から生ずる事故

の直接の被害を受けるのは製造者ではなく
ユーザーであるから、寧ろユーザーに検査
や検定の受検義務を課し、ユーザーが検
査・検定機関を選択する制度にした方が合
理的であり、検査・検定機関のよりよい競
争にも資するという趣旨だろう。 
大島敦議員によるこの議論の射程に、型

式検定（以下述べるようにユーザーによる
適合性評価にはなじまないと思われる。）
が含まれているのか不明であるが、本節で
は型式検定についても検討する。 
2.7.2 型式検定特有の論点 
型式検定は、製品の現品個々に試験等を

行って認証するものではなく、製品の型式
ごとに製造者の有する製造設備等の審査と
サンプル試験を行うものであるが、型式検
定対象機械等の中には、2.4.6 節でも述べた
ように、保護帽や防毒マスクの吸収缶など
試験をすると性能を失い使用不能となって
しまうものがある。このような場合は型式
検定では一定数のサンプル検査のほか製造
設備、検査設備等も審査して製品の品質管
理の適否を評価するが、これをユーザー側
による適合性評価の仕組みに作り替えるこ
とは事実上難しく、非効率に過ぎると思わ
れる。ユーザー側で無理にやるなら、例え
ば同型式の製品を大量に購入して試験機関
に依頼して不良品の割合を調べることはで
きるが、品質管理の状況が不明であるため
不良品の割合が今後も同じとは限らない。
また、試験結果が不良であれば、同様のこ
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とを別の型式で繰り返さなければならない。
いずれにせよ相当の期間と費用を要する。
ところで、現に、性能試験を行うと使用不
能になる墜落制止用器具については、型式
検定制度がないため、ユーザーに適合性評
価が委ねられた状況にあると言えるが、
1.9.7.10 節で紹介したとおり、不適合品が
大量に流通して対処できない状況にある上、
流通品に型式検定合格標章のような適否の
目印となるものが無いため、その結果とし
て、信頼のある老舗メーカーのものを買う
しかない状況にあるといっても過言ではな
い。 
他方、型式検定対象機械等であっても、

プレス機械又はシャーの安全装置などのよ
うに、試験をしても性能に劣化のおそれが
ないと思われるものは、購入後に個別検定
を受けるという風にできるかも知れない。
しかしながら、大量生産品であるのに、型
式検定のように製造者又は輸入者において
一括して適合性評価をしないで、それを購
入したユーザーがバラバラに検定を受ける
というのは、型式検定制度に比べて相当の
費用を要し、費用対効果からしても疑問が
残る。 
なお、機械等の輸入者が型式検定を受検

する場合にも同様の問題が生じそうである
が、流通の責任を負う輸入者に義務を課す
のは合理的でユーザーが個々に行うのと比
べれば遥かに効率的である上、昭和 58 年 8
月 1 日からは外国製造者が直接型式検定を
受検することができるようになっている
（2.5.3 節参照）。 
2.7.3 ユーザーによる適合性評価制度の

妥当性 
個別検定についても、これをユーザー側

に移した場合の種々の思考実験が可能だろ
うが、これについては時間の関係上、詳細
は本稿では割愛する。 
大島敦議員の主張の核心は、エンドユー

ザーが自らコストを負担して検査・検定機
関を選ぶべきという考え方にあると思われ
る。しかしながら、製品の規格適合性評価
を製品が流通した後にユーザー側が行うこ
とは、「リスク創出者こそが最善の安全管
理者たりえる」というリスク創出者管理責
任負担原則 132,133と整合せず、また機械の使
用段階での妥当性確認の必要性を論じる研
究においても適合性評価までユーザー側に
課すという主張はなされていない 134。実際、
本来的に製品や規格についての知識を有し
ないユーザー側による適合性評価機関の選
定が適合性評価機関の従来以上の品質上の
競争に資する効果には疑問があるし、既に
数多くの危険源に対する対策を課されてい
るユーザー側にとっても、導入上相当の時
間的・金銭的コストと製品知識を要求する
適合性評価手続の義務まで負うのは酷であ
るし、一般に製品流通後の規格適合性確保
は困難であると思われる。（この節につい
ては、詳細未了） 
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3 未検討課題等 
日本において機械等の安全については厚

生労働省、経済産業省、消費者庁等が各所
管法令により規制を行っているが、依然と
して危険な機械等が大量に流通し、使用さ
れている。 
労働者保護の観点で機械安全を担う本法

における製造・流通規制は、一件充実して
いるように見えて実は極めて限定的であり、
機械等の安全性を確保する責任の大部分は、
事業者に負わせられている。しかし、事業
者が機械のリスクアセスメントや保護方策
に取り組むことは容易ではないし、本来、
製造段階でリスクアセスメントがなされて
いないものを使用段階で改善することは困
難である。 
厚生労働省は、機械の包括的な安全基準

に関する指針 42,43 等を定めているが、事業
者や機械製造業者の大半は依然としてその
存在を知らないものと思われる。 
本稿では、機械等の安全についても包括

的に論じることを当初の目的としていたが、
時間の制約上、第 42 条から第 44 条の 2 ま
での規定及びそれに関係する制度の沿革を
確認するに終始せざるを得ず、その「確認」
さえ十分に行えたとはいえない。 
しかし、本研究は本法及び労働安全衛生

に関する法制度の総棚卸し的な使命を負っ
ていることから、ここでは、本稿で検討す
ることのできなかった事項についても、次
のとおり箇条書きで残し、今後の議論の発
展を待つこととしたい。 
① 安衛則等で規制している機械等の類型

及びその危険性の類型の確認並びに規
制漏れ、曖昧な規定等の確認 

② 機械等の安全に関する制度、施策、そ

れら運用等の状況（製造物責任法等の
民事分野を含む） 

③ 機械等でその安全化の技術がまだ確立
していないものについて、その技術開
発や標準化に資するような事項 

④ 製造・流通段階における機械等の安全
性の確保のための規制、施策等 

⑤ 欠陥のある機械等（既存不適合に係る
ものも含む。）で既に流通・使用段階
にあるものの流通の阻止、使用の廃止
又は改修のための規制、施策等（返品、
交換、改修、買替え等の費用負担の問
題及び時効の問題を含む） 

⑥ その他欠陥のある機械等の排除のため
の規制、施策等 

⑦ JIS B9700（ISO 12100）その他の機械
安全規格等を参考にした、製造者によ
る機械等のリスクアセスメント、譲渡
先等に対する使用上の情報の提供等の
法制化 
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D．考察及び結論 
本稿では、第 42 条から第 44 条の 2まで

の規定及びそれに関係する過去及び現在の
制度の確認を行った。 
第 42 条から第 44 条の 2までの規定は、

本法中の機械等規制としては特定機械等に
次いで厳しいもので、対象となる機械等は
大きく第 42 条の機械等と第 43 条の機械等
に分けられる。 
前者は、各対象機械等別に告示という法

形式で定められ、各告示の題名に「規格」
という語句を含む製品規格が設定されたも
のであり、後者は、ILO 第 119 号条約の国
内担保法であるが、すべての動力駆動機械
等を対象としてその作動部分等に省令で定
める安全防護等を施すことが義務付けられ
ているものである。 
前者の規制には、機械等そのものの安全

性を確保するためのものだけでなく、プレ
ス機械の安全装置や防じんマスクのように、
危険若しくは健康障害を防止するため使用
する機械等の信頼性等を確保するためのも
のも含まれている。 
第 42 条の対象機械等の一部は、第 44 条

及び第44条の2の検定制度の対象となって
おり、その流通において規格適合性がある
程度担保されているが、検定制度の対象と
なっていないものについては、製造者等に
おいて自己適合宣言を行うだけであるため、
客観的に規格適合性の有無を確認すること
が困難となっている。ただし、仮設機材な
ど、民間機関による認証が行われているも
のもある。 
機械等の安全についてみれば、厚生労働

省は通達で機械の包括的な安全基準に関す
る指針を定め、安衛則第 24 条の 13 で機械

等譲渡者に対して使用上の情報等の通知に
関する努力義務を課すなど、僅かながら規
制が行われているが、JIS等の機械安全規格
の体系からみると相当遅れているため、さ
らなる研究及び対策が急務だと考える。 
 
E．研究発表 
1 論文発表 無 
2 学会発表 無 
 
F．知的所有権の取得状況 
1 特許取得 無 
2 実用新案登録 無 
3 その他 無 
 
G．引用文献 
文末脚註のとおり。 
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添付資料 
表 7 労働安全衛生法第 42 条の譲渡等規制を受ける機械等のうち、同法別表第 2 で定めら
れているもの（令和 4年 2 月 1日現在） 
安衛法第 42 条の譲渡等規制を受ける機械等 関連規制（※これらは機械等貸与者に係る規制の対象とは

なっていない。） 
安衛法別表第 2 適用除外（安衛令第 13

条） 
特定事業の仕事を
自ら行う注文者の
規制の対象となる
建設物等（安衛法
第 31 条）のうち
関連するもの 

個別検定又は型式検定の
対象機械等（安衛法第 44
条、第 44 条の 2、別表第
3 及び別表第 4） 

機械等設置・移
転・変更届の対象
となる機械等（安
衛則第 85 条、同
別表第 7）のうち
関連するもの 

号
番
号 

各号の機械等 

1 ゴム、ゴム化合
物又は合成樹脂
を練るロール機
及びその急停止
装置 

  個
別 

ゴム、ゴム化合物又は
合成樹脂を練るロー
ル機及びその急停止
装置のうち電気的制
動方式のもの 

 

型
式 

ゴム、ゴム化合物又は
合成樹脂を練るロー
ル機及びその急停止
装置のうち電気的制
動方式以外の制動方
式のもの 

2 第二種圧力容器 船舶安全法の適用を受け
る船舶に用いられるもの
及び電気事業法、高圧ガ
ス保安法又はガス事業法
の適用を受けるもの（安
衛令第 13 条第 1 項） 

 個
別 

第二種圧力容器（船舶
安全法の適用を受け
る船舶に用いられる
もの及び電気事業法、
高圧ガス保安法又は
ガス事業法の適用を
受けるものを除く。） 

 

3 小型ボイラー 船舶安全法の適用を受け
る船舶に用いられる小型
ボイラー及び電気事業法
の適用を受ける小型ボイ
ラー（安衛令第 13 条第 5
項） 

 個
別 

小型ボイラー（船舶安
全法の適用を受ける
船舶に用いられるも
の及び電気事業法の
適用を受けるものを
除く。） 

 

4 小型圧力容器 船舶安全法の適用を受け
る船舶に用いられるもの
及び電気事業法、高圧ガ
ス保安法又はガス事業法
の適用を受けるもの（安
衛令第 13 条第 2 項） 

 個
別 

小型圧力容器（船舶安
全法の適用を受ける
船舶に用いられるも
の及び電気事業法、高
圧ガス保安法又はガ
ス事業法の適用を受
けるものを除く。） 

 

5 プレス機械又は
シャーの安全装
置 

 
 型

式 
プレス機械又はシ
ャーの安全装置 

動力プレス（機械
プレスでクランク
軸等の偏心機構を
有するもの及び液
圧プレスに限り、6
か月未満の期間で
廃止するものを除
く。） 
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6 防爆構造電気機
械器具 

船舶安全法の適用を受け
る船舶に用いられる防爆
構造電気機械器具（安衛
令第 13 条第 5 項） 

 型
式 

防爆構造電気機械器
具（船舶安全法の適用
を受ける船舶に用い
られるものを除く。） 

 

7 クレーン又は移
動式クレーンの
過負荷防止装置 

 
 型

式 
クレーン又は移動
式クレーンの過負
荷防止装置 

 

8 防じんマスク ろ過材又は面体を有して
いない防じんマスク（安
衛令第 13 条第 5 項） 

 型
式 

防じんマスク（ろ過
材及び面体を有す
るものに限る。） 

 

9 防毒マスク ハロゲンガス用、有機ガ
ス用、一酸化炭素用、ア
ンモニア用及び亜硫酸ガ
ス用以外の防毒マスク
（安衛令第 13 条第 5 項，
安衛則第 26 条） 

 型
式 

ハロゲンガス用、有機
ガス用、一酸化炭素
用、アンモニア用及び
亜硫酸ガス用以外の
防毒マスク（安衛則第
29 条の 2） 

 

10 木材加工用丸の
こ盤及びその反
発予防装置又は
歯の接触予防装
置 

 
 型

式 
木材加工用丸のこ
盤の歯の接触予防
装置のうち可動式
のもの 

 

11 動力により駆動
されるプレス機
械 

 
 型

式 
動力により駆動さ
れるプレス機械の
うちスライドによ
る危険を防止する
ための機構を有す
るもの 

動力プレス（機械
プレスでクランク
軸等の偏心機構を
有するもの及び液
圧プレスに限り、6
か月未満の期間で
廃止するものを除
く。） 

12 交流アーク溶接
機用自動電撃防
止装置 

 
交流アーク溶接装
置（自動溶接機を
除く。）を使用さ
せるときの交流ア
ーク溶接機用自動
電撃防止装置の備
付け（安衛則第
648 条） 

型
式 

交流アーク溶接機
用自動電撃防止装
置 

 

13 絶縁用保護具 その電圧が、直流にあっ
ては 750 V、交流にあっ
ては 300 V 以下の充電電
路について用いられる絶
縁用保護具（施行令第 13
条第 5 項） 

 型
式 

絶縁用保護具（その電
圧が、直流にあっては
750 V を、交流にあっ
ては 300 V を超える
充電電路について用
いられるものに限
る。） 

 

14 絶縁用防具 その電圧が、直流にあっ
ては 750 V、交流にあっ
ては 300 V 以下の充電電
路に用いられる絶縁用防
具（施行令第 13 条第 5
項） 

 型
式 

絶縁用防具（その電圧
が、直流にあっては
750 V を、交流にあっ
ては 300 V を超える
充電電路に用いられ
るものに限る。) 
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15 保護帽 物体の飛来若しくは落下
又は墜落による危険を防
止するためのもの以外の
保護帽（施行令第 13 条第
5 項） 

 型
式 

保護帽（物体の飛来若
しくは落下又は墜落
による危険を防止す
るためのものに限
る。） 

 

16 電動ファン付き
呼吸用保護具 

 
 型

式 
電動ファン付き呼吸
用保護具 

 

安衛法別表第 2 に掲げる機械等には、本邦の地域内で使用されないことが明らかな機械等を含まないもの
とされている（安衛令第 13 条第 4 項）。 
また、個別検定の対象機械等からは、本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合の機械等が除かれ

（安衛令第 14 条）、型式検定についても同様である（安衛令第 15 条）。 
なお、保護帽には飛来落下物用や墜落時保護用に加えて電気用帽子の機能を併せ持つ製品があるが、電気

用帽子は絶縁用保護具の一種として譲渡等制限の対象機械等となっているものであって保護帽として対象
機械等になっているわけではない。 
 
表 8 労働安全衛生法第 42 条の譲渡等規制を受ける機械等のうち、同法施行令第 13 条第 3
項で定められているもの（令和 4年 2 月 1 日現在） 
安衛法第 42 条の譲渡等規制を受ける機械等 関連規制の対象となる機械等（※この表の機械等は

個別検定又は型式検定の対象とはなっていない。） 
安衛令第 13 条第 3 項 特定事業の仕事

を自ら行う注文
者の規制の対象
となる建設物等
（安衛法第 31
条） 

機械等貸与者
等に係る規制
の対象となる
機械等（安衛
法第 33 条、安
衛令第 10 条） 

機械等設置・移
転・変更届の対象
となる機械等（安
衛則第 85 条、同
別表第 7）のうち
関連するもの 

号
番
号 

各号の機械等 

1 アセチレン溶接装置のアセチレン発生器 アセチレン溶接
装置（安衛則第
647 条） 

 アセチレン溶接装
置（移動式のもの
及び 6 か月未満の
期間で廃止するも
のを除く。） 

2 研削盤、研削といし及び研削といしの覆い    
3 手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置    
4 アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の安全器 アセチレン溶接

装置（安衛則第
647 条） 

 アセチレン溶接装
置（移動式のもの
及び 6 か月未満の
期間で廃止するも
のを除く。）、ガ
ス集合溶接装置
（移動式のもの及
び 6 か月未満の期
間で廃止するもの
を除く。） 

5 活線作業用装置（その電圧が、直流にあっては 750 V を、
交流にあっては 600 V を超える充電電路について用い
られるものに限る。） 

   

6 活線作業用器具（その電圧が、直流にあっては 750 V を、
交流にあっては 300 V を超える充電電路について用い
られるものに限る。） 

   

7 絶縁用防護具（対地電圧が 50 V を超える充電電路に用
いられるものに限る。） 
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8 フォークリフト    
9 次の各号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特

定の場所に自走することができるもの 
一 整地・運搬・積込み用機械 
１ ブル・ドーザー 
２ モーター・グレーダー 
３ トラクター・ショベル 
４ ずり積機 
５ スクレーパー 
６ スクレープ・ドーザー 
７ １から６までに掲げる機械に類するものとして
厚生労働省令で定める機械 

二 掘削用機械 
１ パワー・ショベル 
２ ドラグ・ショベル 
３ ドラグライン 
４ クラムシェル 
５ バケット掘削機 
６ トレンチャー 
７ １から６までに掲げる機械に類するものとして
厚生労働省令で定める機械 

三 基礎工事用機械 
１ くい打機 
２ くい抜機 
３ アース・ドリル 
４ リバース・サーキュレーション・ドリル 
５ せん孔機（チュービングマシンを有するものに限
る。） 

６ アース・オーガー 
７ ペーパー・ドレーン・マシン 
８ １から７までに掲げる機械に類するものとして
厚生労働省令で定める機械 

四 締固め用機械 
１ ローラー 
２ １に掲げる機械に類するものとして厚生労働省
令で定める機械 

五 コンクリート打設用機械 
１ コンクリートポンプ車 
２ １に掲げる機械に類するものとして厚生労働省
令で定める機械 

六 解体用機械 
１ ブレーカ 
２ １に掲げる機械に類するものとして厚生労働省
令で定める機械（＝鉄骨切断機、コンクリート圧砕
機、解体用つかみ機） 

（安衛令別表第 7、安衛則第 151 条の 175） 

くい打機、くい
抜機（安衛則第
644 条） 

左の建設機械
で、動力を用
い、かつ、不
特定の場所に
自走すること
ができるもの 

 

10 型わく支保工用のパイプサポート、補助サポート及びウ
イングサポート 

型わく支保工
（安衛則第 646
条） 

 型枠支保工（支柱
の高さが 3.5 m 以
上のものに限る。） 

11 次の各号に掲げる鋼管足場用の部材及び附属金具 
一 わく組足場用の部材 
１ 建わく（簡易わくを含む。） 
２ 交さ筋かい 
３ 布わく 

架設通路、足場、
作業構台（安衛
則第 654 条から
第 655 条の 2 ま
で） 

 架設通路（高さ
及び長さがそれ
ぞれ 10 m 以上
のものに限り、
組立てから解体
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４ 床付き布わく 
５ 持送りわく 

二 布板一側足場用の布板及びその支持金具 
三 移動式足場用の建わく（第一号の 1 に該当するもの
を除く。）及び脚輪 

四 壁つなぎ用金具 
五 継手金具 
１ わく組足場用の建わくの脚柱ジョイント 
２ わく組足場用の建わくのアームロック 
３ 単管足場用の単管ジョイント 

六 緊結金具 
１ 直交型クランプ 
２ 自在型クランプ 

七 ベース金具 
１ 固定型ベース金具 
２ ジャッキ型ベース金具 

（安衛令別表第 8） 

までの期間が60
日未満のものを
除く。）、足場
（つり足場、張
出し足場以外の
足場にあって
は、高さが 10 m
以上の構造のも
のに限り、組立
てから解体まで
の期間が 60 日
未満のものを除
く。） 

12 つり足場用のつりチェーン及びつりわく 
13 合板足場板（アピトン又はカポールをフェノール樹脂等

により接着したものに限る。） 
14 つり上げ荷重が 0.5 t 以上 3 t 未満（スタッカー式クレー

ンにあっては、0.5 t 以上 1 t 未満）のクレーン 
クレーン、移動
式クレーン、デ
リック、簡易リ
フト又は建設用
リフトで、クレ
ーン則の適用を
受けるもの（安
衛則第 656 条。
特定機械等を含
む。） 

  

15 つり上げ荷重が 0.5 t 以上 3 t未満の移動式クレーン つり上げ荷重
が 0.5 t以上の
移動式クレー
ン 

 

16 つり上げ荷重が 0.5 t 以上 2 t未満のデリック   
17 積載荷重が 0.25 t 以上 1 t 未満のエレベーター   
18 ガイドレールの高さが 10 m以上 18 m 未満の建設用リ

フト 
  

19 積載荷重が 0.25 t 以上の簡易リフト   
20 再圧室    
21 潜水器    
22 波高値による定格管電圧が 10 kV 以上のエックス線装

置（エックス線又はエックス線装置の研究又は教育のた
め、使用のつど組み立てるもの及び医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和
35 年法律第 145 号）第 2 条第 4 項に規定する医療機器
で、厚生労働大臣が定めるものを除く。） 

左欄のエックス
線装置（安衛則
第 661 条） 

 電離則第15条第1
項の放射線装置
（放射性同位元素
等の規制に関する
法律（昭和 32 年
法律第 167 号）第
12条の 5第 2項に
規定する表示付認
証機器又は同条第
3 項に規定する表
示付特定認証機器
を除き、さらに 6
か月未満の期間で
廃止するものを除
く。） 

23 ガンマ線照射装置（医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律第2条第4項に規定す
る医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。） 

左欄のガンマ線
照射装置（安衛
則第 662 条） 

 

24 紡績機械及び製綿機械で、ビーター、シリンダー等の回
転体を有するもの 

   

25 蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、次に掲げるもの（船舶安全法
の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受け
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るものを除く。） 
イ ゲージ圧力 0.1 MPa 以下で使用する蒸気ボイラーで、伝熱面積が

0.5 ㎡以下のもの又は胴の内径が 200 mm 以下で、かつ、その長さ
が 400 mm 以下のもの 

ロ ゲージ圧力 0.3 MPa 以下で使用する蒸気ボイラーで、内容積が
0.0003 ㎥以下のもの 

ハ 伝熱面積が 2 ㎡以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が 25 
mm 以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力 0.05 MPa 以下
で、かつ、内径が 25 mm 以上の U 形立管を蒸気部に取り付けたも
の 

ニ ゲージ圧力 0.1 MPa 以下の温水ボイラーで、伝熱面積が 4 ㎡以下
（木質バイオマス温水ボイラー（動植物に由来する有機物でエネル
ギー源として利用することができるもの（原油、石油ガス、可燃性
天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。）のう
ち木竹に由来するものを燃料とする温水ボイラーをいう。ホにおい
て同じ。）にあっては、16 ㎡以下）のもの 

ホ ゲージ圧力 0.6 MPa 以下で、かつ、摂氏百度以下で使用する木質
バイオマス温水ボイラーで、伝熱面積が 32 ㎡以下のもの 

ヘ ゲージ圧力 1 MPa 以下で使用する貫流ボイラー（管寄せの内径
が 150 mm を超える多管式のものを除く。）で、伝熱面積が 5 ㎡以
下のもの（気水分離器を有するものにあっては、当該気水分離器の
内径が 200 mm 以下で、かつ、その内容積が 0.02 ㎥以下のものに
限る。） 

（安衛令第 1 条第 3 号イからヘまで。伝熱面積の算定方
法については、ボイラー則第 2 条参照） 

26 次に掲げる容器のうち、第一種圧力容器以外のもの（ゲージ圧力 0.1 
MPa 以下で使用する容器で内容積が 0.01 ㎥以下のもの及びその使用
する最高のゲージ圧力を MPa で表した数値と内容積を㎥で表した数
値との積が 0.001以下の容器並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に
用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業法又は液
化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の適用を受
けるものを除く。） 
イ 蒸気その他の熱媒を受け入れ、又は蒸気を発生させて固体又は液
体を加熱する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの（ロ又は
ハに掲げる容器を除く。） 

ロ 容器内における化学反応、原子核反応その他の反応によって蒸気
が発生する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの 

ハ 容器内の液体の成分を分離するため、当該液体を加熱し、その蒸
気を発生させる容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの 

ニ イからハまでに掲げる容器のほか、大気圧における沸点を超える
温度の液体をその内部に保有する容器 

（安衛令第 1 条第 5 号イからニまで） 

   

27 大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有す
る容器（この表の 26 の項のイからニまでに掲げる容器、
第二種圧力容器及び 1 の項のアセチレン発生器 135を除
く。）で、内容積が 0.1 ㎥を超えるもの（船舶安全法の
適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高
圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除
く。） 
（安衛令第 1 条第 5 号イからニまで） 

   

28 墜落制止用器具    
29 チェーンソー（内燃機関を内蔵するものであって、排気

量が 40 ㎤以上のものに限る。） 
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30 ショベルローダー    
31 フォークローダー    
32 ストラドルキャリヤー    
33 不整地運搬車  不整地運搬車  
34 作業床の高さ（作業床を最も高く上昇させた場合におけ

るその床面の高さをいう。）が 2 m 以上の高所作業車 
 作業床の高さ

が 2 m 以上の
高所作業車 

 

以
下
は
注
文
者
規
制
の
対
象
と
な
る
そ
の
他
の
機
械
等 

 軌道装置（安衛
則第 645 条） 

 軌道装置 

 電動機械器具を
使用させるとき
の漏電遮断機の
接続等（安衛則
第 649 条） 

  

 潜函等（安衛則
第 650 条） 

  

 ずい道等の建設
の作業における
ずい道支保工
（安衛則第 651
条）、ずい道型
わく支保工（安
衛則第 652 条） 

  

 物品揚卸口等で
高さ 2 メートル
の箇所等（安衛
則第 653 条） 

  

 ゴンドラ（安衛
則第 657 条） 

 特定機械等として
の規制あり。 

 有機則（特別有
機溶剤に係る準
用を含む）又は
粉じん則による
局所排気装置
（安衛則第 658
条）、全体換気
装置（安衛則第
659 条） 

 有機則、鉛則、四
アルキル鉛則、特
化則又は粉じん則
に係る局所排気装
置又は全体換気装
置等 

 圧気工法に用い
る設備（安衛則
第 660 条） 

  

   その他の対象機械
等については省略
する。 
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図 14 機械の防護に関する条約（ILO 第 119 号条約）の批准状況（試作版） 

 
 
資料 1 第 71 回国会衆議院外務委員会第 19 号昭和 48 年 6 月 1日（https://kokkai.ndl.go.j
p/#/detail?minId=107103968X01919730601）における機械の防護に関する条約（ILO 第 1
19 号条約）に係る岡田春夫委員（日本社会党議員）と北川俊夫労働省労働基準局安全衛生
部長との間の質疑 

222 岡田委員「〈略〉あとは機械の防護条約に関する点を若干逐条的に御質問をいたし
ます。この条約の中で一番問題なのは第六条だと思います。第六条の第一項〈略〉
後段の部分において「もつとも、その禁止は、これを完全に適用することにより機
械の使用を妨げることとなる場合には、その機械の使用が可能な限度で適用する。」
こういう規定をことさら設けてあるのですが、私から見ると〈略〉ここでこういう
規定を設けることによって、この条約はざる法のようなものになってしまうんじゃ
ないか。〈略〉「もつとも、」以下〈略〉はどういうわけで〈略〉つけたのか。そ
れから、これをつけることについて ILO の総会でこれを採択する場合に〈略〉どう
いうような議論で、どの国から議論が出されているか。それから第三点としては、
この条約を採択するにあたって、この部分についてはわが国の政府の代表はどうい
う態度をおとりになったのか。こういう点をまず伺いたいと思います。それから、
〈略〉六条の第二項「機械は、産業安全及び労働衛生に関する国内の規則及び基準
に違反しないように防護する。」これはおそらく国内においては、もっぱら機械メ
ーカーにこういう措置をとらせなければならないんだと思うのですが、実際に今日
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メーカーの段階においては、こういう点についてどういうような形で機械の製造が
行なわれているのか〈略〉」 

223 北川部長「第六条の一項の「もつとも、」以下の条項につきまして、この条約が採
択される場合に各国代表あるいは日本代表がどういう発言をしたかにつきましては、
現在手元に資料がございませんので、調べまして後刻御連絡をいたしたいと思いま
す。なお、六条の一項の趣旨は、前にございますように、この条約の二条の三項、
四項で、いわゆる作動部分に突起物があるもの、それはメーカーの段階、製造者の
段階で規制をする。六条は使用の規制をいたしておるわけでございます。したがい
まして「もつとも、」以下につきましては、作業点を含んでおりますので、作業点
を全くおおってしまった場合にその機械が使えないというような可能性があるとい
うことを予測しての規定かと思います。ただ、これに従いまして私の関係では、労
働安全衛生法及び安全衛生規則で、この突起部分その他危険部分の防護についての
規制をいたしておりますが、「もつとも、」以下のただし書きのような条項につき
ましては、わが国の現行法では認めておりません。したがいまして、すべて危険部
分、作業点を含みまして、接触予防のための措置をとることを要求いたしておりま
す。それから第六条の二項の「機械は、」云々というところは、六条そのものの規
定が使用の規定でございますので、メーカーの規定ではございませんが、御指摘の
ようにメーカー段階で配慮をすればさらによくなるということは当然考えられるわ
けでございます。これにつきましては、例で申しますと、グラインダーにカバーを
つけます場合に、金属の粉等が作業者の目の中に入るようなことのないように、そ
ういう配慮をおそらく予想しての規定だと思います。この点は先ほど申しました労
働安全衛生法でユーザーの段階では規制をいたしておりますし、メーカーの段階に
つきましても、この条約の批准及び労働安全衛生法施行に伴います打ち合わせの段
階でメーカーに対する機械の有害性の除去、安全性の確保についていろいろ接触し、
協議をいたします段階で要望いたしておるところでございます。」 

224 岡田委員「もう一つは、この条約の中で問題としてあるとすれば第九条だと思うの
です。いわゆる適用除外の問題ですね。この適用除外は「三年をこえないもの」と
してという条件はついておりますけれども、この点については、日本側としてはど
ういう措置をおとりになるおつもりなのか。それから国内法令の措置が必要である
し、また関係のある代表的な使用者団体と労働者団体の協議が必要である、こうい
うことになっておりますので、国内的な措置としては、これはどういうことになり
ますか、この点を伺っておきたいと思います。」 

225 北村部長は「第九条は、第六条の適用除外をする場合の取りきめでございますが、
わが国の場合はこの条約を批准いたしましても、第六条、すなわち使用の段階での
危険部分の防護を除外する考えはございません。全面適用をいたす考えでございま
す。 

226 岡田委員「したがって、それでは全面適用ならばそれに必要な関係団体との協議並
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びにそれに必要な法律ということも必要がないわけですか。」 
227 北村部長「第九条の第三項の規定は、御指摘のように必要がございません。」 
228 岡田委員「次は第十条ですが、これはまたたいへん注目すべき点だと思うのですが、

第一項で、「使用者は、機械の防護に関する国内法令を労働者に周知させるための
措置をとり、」云々として、「適宜労働者を指導する。」それから二項では、「作
業環境を形成しかつ維持する。」これは具体的にどういう措置をおとりになります
か。」 

229 北川部長「第十条第一項の「国内法令を労働者に周知させるための措置」につきま
しては、労働安全衛生法に従いまして、機械防護に関するいろいろの規定がござい
ますけれども、労働安全衛生法そのものの中に労働安全衛生法及びそれに基づく法
令につきましては、労働者に周知させるために事業場内に掲示その他必要な措置を
講ずる、こういう規定がございます。したがいまして、この条約の条文とは適合を
しておる。なお一項の後段のほうの「適宜労働者を指導する。」といいますのは、
安全のための教育、こういう危険な機械を使う場合には、措置としてはどういう作
業動作をすべきか、保護具はこういうものを使うべきである、そういうことを作業
場に採用した場合、あるいは作業転換をした場合、これも労働安全衛生法で定めて
おりますので、この点も満たしておると思います。二項の作業環境の形成は、この
作業機械につきまして、危険部分につきまして、たとえ防護措置、カバー等をつけ
ましても、機械の間隔が不十分である、あるいは作業をいたします場合に照明が十
分でないというようなことでは災害が起こりやすうございますので、機械の防護に
あわせまして、そういう機械の適正な配置あるいは十分な照明の確保、そういう作
業環境の形成、そういうことを使用者に要望をしておるわけでございまして、この
点につきましても、わが国の関係法令では十分な規制をいたしております。 

230 岡田委員「十分な規制はしているというけれども、事実、事故が再三起こっている
わけですからね。そうすると、その事故については一体どういうように見たらいい
のですか。」 

231 北川部長「御指摘のように、労働災害そのものの発生状況は漸次減少をいたしてお
りますけれども、まだ十分その防護が整っておるという段階ではございません。そ
れにはいろいろの理由がございますけれども、やはり新しい機械あるいは新しい工
法、そういうものが採用されるにあたりまして、防護措置が不十分である。機械設
備についての安全化がまだまだ足りない。そういう点があろうかと思いますので、
その点につきましてよりよき行政指導をいたしたいと思います。なお災害そのもの
が、物の欠陥と人の不注意、いわゆる不安全行動、そういうものがございますので、
物の整備につきまして、法律で定めた趣旨を十分業界に徹底するとともに、働く人
の側にそういう十分な安全作業、そういうことが行なわれるような安全教育の徹底
をもあわせて行ないたいと思っております。」 

232 岡田委員「機械の問題とそれを使う労働者の問題、こういう御答弁ですが、もう一
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つ重大な問題があるのじゃないか。それは最近のように労働強化がどんどん行なわ
れている。そういうことによって機械による故障というのが起きている。この条約
の適用は、特に使用者団体のほうに強くこれを守ってもらうための措置が必要だと
思う。こういう点について労働省としては特別な措置をおとりになっているのかど
うか、こういう点を伺っておきたい。」 

233 北川部長「労働災害の防止に、機械の面、人の作業行動の面だけでなくて、労働条
件、たとえば労働時間の短縮、そういうことが重要でないかという御指摘は、全く
そのとおりでございます。実は従来は、労働基準法の中で職場の安全衛生というも
のを規制をいたしておりまして、その意味では法体系の面でも実施の面でも労働条
件と災害防止を一体的にやってきた。今回は労働安全衛生法を基準法から分離しま
して施行するにあたりまして、関係の労働組合あるいは経営者の一部からも労働基
準法、すなわち労働条件の確保とあわせてやるということの強い御指摘がございま
した。新しい法律の第一条の中にも、労働基準法と相まって労働安全衛生法の施行
をやるということを規定いたしておりますのは、先生の御指摘の趣旨に基づくもの
でございます。」 

234 岡田委員「それから、時間が若干こえてしまっておりますが、十六条ですね。「こ
の条約を実施するための国内法令」、これは関係団体と協議をして作成する。この
国内法というものはどういう法律ですか。そしてその目的とか概要を簡単でいいで
すから御説明をいただきたい。それからもう一つ十七条ですね。この条約の批准に
際して適用範囲を限定することの宣言が必要である。これについては日本の場合ど
ういうことになりますか。この二つの点を伺っておきたい。」 

235 北川部長「まず十六条の国内法令でございますが、関係国内法令としましては、民
間の労働者の関係の安全衛生を対象にいたします労働安全衛生法及びそれに基づく
ところの政省令、これが該当いたします。この法律は〈略〉目的とするところは、
職場の労働者の健康と安全を守るために、従来の労働基準法でやっております危害
防止基準にプラス快適な職場環境の形成あるいは百十九号条約の趣旨にございます
ように、単に事業場内の安全衛生でなくて、それを徹底するための製造、流通段階
での危険機械というものの禁止、制約、こういうものを含んでおります。それから
十七条の適用範囲につきましては、わが国の場合、この条約について適用範囲の限
定をいたす考えはございません。したがいまして、一項にございますように、経済
活動のすべての部門について適用いたします。」 

236 岡田委員「これで質問は終わりますが、十七条一項の「経済活動のすべての部門」
という規定がございますね。これはたとえば製造、販売、賃貸、修理、展示、こう
いうのは当然なんですが、それ以外何かありますか。〈略〉」 

237 北川部長「経済部門は先生が御指摘のところで大体尽きておるのではないかと思い
ます。」 
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資料 2 1977 年の第 63 回国際労働会議に提出された条約勧告適用専門家委員会（CEACR）
の Report III（Part I）Summary of Reports on Ratified Conventionsに記載された日本に
おける機械防護条約の実施状況（〔〕内は引用者訳）。 
（資料引用元：International Labour Organization－Information and reports on the appl
ication of Conventions and Recommendations（https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/
09661/）－の 1977 年の Report III（Part I）（http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09
661/09661（1977-63).pdf）の 67-68頁） 

Convention No. 119: Guarding of Machinery, 1963 
JAPAN 

Industrial Safety and Health Law （Law No. 57 of 1972).〔労働安全衛生法（1977年法律
第 57 号）〕 

Enforcement Order of the Industrial Safety and Health Law （Cabinet Order No. 318 of 
1972).〔労働安全衛生法施行令（1972年政令第 318 号）〕 

Ordinance on Industrial Safety and Health （Ministry of Labour Ordinance No. 32 of 
1972).〔労働安全衛生規則（1972年労働省令第 32 号）〕 

Industrial Home Work Law （Law No. 60 of 1970) （LS 1970－Jap. 1).〔家内労働法（1970
年法律第 60 号）〕 

Enforcement Ordinance of the Industrial Home Work Law （Ministry of Labour Ordi-
nance No. 23 of 1970).〔家内労働法施行規則（1970 年労働省令第 23号）〕 

Mariners Law （Law No. 100 of 1947) （LS 1947－Jap. 5).〔船員法（1947 年法律第 100
号）〕 

Ordinance on Industrial Safety and Health of Mariners （Ministry of Transport Ordinance 
No. 53 of 1964).〔船員労働安全衛生規則（1964年運輸省令第 53 号）〕 
Articles 1 and 16 of the Convention. Any revision or repeal of the relevant legislation is 

subject to deliberations in the competent councils including workers' and employers' 
members.〔第 1 条及び第 16 条関係：いかなる関係立法の改正や廃止も労働者と使用者の
構成員を含む審議会の審議に付される。〕 

Article 2. This Article is applied by the provisions of section 43 of the Industrial Safety 
and Health Law and the Ordinance on Industrial Safety and Health enacted thereunder as 
well as by the Ordinance on Industrial Safety and Health of Mariners.〔第 2 条関係：この
条は、労働安全衛生法第 43 条及びこれに基づく労働安全衛生規則並びに船員労働安全衛
生規則により適用（実施）される。〕 

Articles 5 and 9. No exceptions are granted.〔例外（特例又は適用除外）は認められて
いない。〕 

Article 6. The use of unguarded machinery is prohibited by section 20 of the Industrial 
Safety and Health Law and by numerous provisions of the Ordinance on Industrial Safety 
and Health enacted thereunder.〔防護のない機械類の使用は、労働安全衛生法第 20条及
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びそれに基づく労働安全衛生規則の多数の条項で禁止される。〕 
Similar protection is afforded to mariners under the Mariners Law and the Ordinance 

on Industrial Safety and Health of Mariners.〔船員については、船員法及び船員労働安全
衛生規則により、同様の保護を受ける。〕 

Article 10. Under section 59 of the Industrial Safety and Health Law the employer must 
give instructions on safety measures to new workers or when new or hazardous operations 
are involved. Shipowners are under a similar obligation under section 81 of the Mariners 
Law and section 11 of the Ordinance on Industrial Safety and Health of Mariners.〔労働安
全衛生法第 59 条の規定により、employers は新しい労働者、または新しい作業や危険な
作業について、安全対策について指導を行わなければならない。船舶所有者は、船員法
第 81 条及び船員労働安全衛生規則第 11 条により、同様の義務を負う。〕 

Article 13. Provisions regarding industrial homeworkers require the protection of dan-
gerous parts of machinery.〔industrial homeworkers に関する規制（家内労働法）は、機
械類の危険な部分への防護を義務付ける。〕 

Article 15. Machines and other power-driven equipment not provided with protective 
appliances on dangerous parts may not, according to section 43 of the Industrial Safety 
and Health Law, be transferred, leased or exhibited. Infringements of the relevant provi-
sions are penalised by fines or imprisonment. Inspection services of the Labour Standards 
Bureau - and the District Maritime Bureaux in the case of mariners - are entrusted with 
the enforcement of the laws.〔労働安全衛生法第 43 条の規定により、危険な部分に防護
措置がなされていない機械その他の動力駆動装置の譲渡、貸与、展示は禁止される。関
係規定に違反した場合は、罰金又は懲役が科せられる。労働基準局（船員については地
方海運局）による監督により関係法令の履行確保を行う。〕 
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文末脚注 
 

1  昭和 47 年 9 月 18 日付け発基第 91 号「労働安全衛生法の施行について」
（https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2042&dataType=1） 
2 昭和 47 年 9 月 18 日付け基発第 602 号「労働安全衛生法および同法施行令の施行につい
て」（https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2043&dataType=1） 
3 昭和 63 年 9月 16 日付け発基第 84 号「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行につ
いて」（https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2049&dataType=1） 
4 昭和 63 年 9月 16 日付け基発第 601 号の 1「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行
について」（https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2050&dataType=1） 
5 労働省安全衛生部編『実務に役立つ労働安全衛生規則の逐条詳解 第 1巻 通則編』（中央
労働災害防止協会，1993 年）130-132 頁 
6 労働省安全衛生部編『実務に役立つ労働安全衛生規則の逐条詳解 第 2巻 安全基準編①』
（中央労働災害防止協会，1993 年）3 頁 
7 ただし、平成 25 年 9月 3 日第２回「労働安全衛生法における機械等の回収・改善命令制
度のあり方等に関する検討会」議事録（https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000025592.ht
ml）において、事務局（厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課）から「安衛則における
『機械』の定義については、『機械包括安全指針』における機械の定義によることとして
いる。」 との説明が行われている。同指針（https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/
hor1-48/hor1-48-36-1-0.htm）第 1の⑶の 1では、「機械」を「連結された構成品又は部品
の組合せで、そのうちの少なくとも一つは機械的な作動機構、制御部及び動力部を備えて
動くものであって、特に材料の加工、処理、移動、梱包等の特定の用途に合うように統合
されたもの」と定義し、「動力部」は同指針の解説通達（https://www.jaish.gr.jp/anzen/h
or/hombun/hor1-48/hor1-48-37-1-0.htm）で「「動力部」に用いられる動力源としては、
電力、内燃機関、油圧、空気圧等があり、人力のみによって動かされるものは「機械」に
は該当しないこと。」としており、文末脚注 6 の見解と矛盾している。これは、この検討
会の前年、労働安全衛生規則の一部を改正する省令（平成 24 年 1 月 17 日厚生労働省令第 9
号，平成 24 年 4 月 1日施行）により、機械に関する危険性等の通知を機械譲渡者等の努力
義務とするとともに、その通知を促進するために厚生労働大臣は必要な指針を公表できる
こととする規定（安衛則第 24 条の 13）が追加されたのに伴い、機械の定義が再整理され、
「機械」の行政解釈が変更されたと考えることもできるが、本研究協力者の調査では明確
な情報は不見当であった。しかしながら、「機械」という語には本来辞書的意味として人
力のものが含まれ、労働安全衛生法においてこれを明示的に除外していない以上、「機械」
には人力機械が含まれると解すほかない。 
8 場合によっては、この略称規定が危険性等の通知に関する規定にしか適用されないという
解釈もありうるかもしれないが、一般的は、「以下「……」という。」という規定は、そ
れ以降（本則だけでなく附則及び別表も含む）すべてに及ぶとされる（田島信威『最新 法

－1159－



分担研究報告書（森山誠也） 

1160 

 
令用語の基礎知識【三訂版】』（ぎょうせい，2005 年）138 頁）。 
9 厚生労働省－職場のあんぜんサイト－安全衛生キーワード「起因物」（https://anzeninfo.
mhlw.go.jp/yougo/yougo13_1.html，2022 年 10 月 28 日閲覧） 
10 独立行政法人労働者健康安全機構－労働安全衛生総合研究所－「労働災害データベース
CSV データの公開について」（https://www.jniosh.johas.go.jp/publication/houkoku/houko
ku_2022_01.html，2022 年 11 月 20 日閲覧）から、起因物分類コード表、事故の型分類コ
ード表等がダウンロードできる（https://www.jniosh.johas.go.jp/publication/houkoku/RO
USAIDB/code.xlsx）。 
11 労働安全衛生法第 43 条の「譲渡」「貸与」については、労働省安全衛生部編『実務に役
立つ労働安全衛生規則の逐条詳解 第 1 巻 通則編』（中央労働災害防止協会，1993年）13
1 頁で、有償と無償とを問わないと規定されている。 
12 昭和 47 年 12 月 8 日付け基発第 780 号 
13 労働省労働基準局編『労働法コンメンタール 3 改訂新版 労働基準法 下』（労務行政研
究所，1969 年）651 頁に、昭和 31 年 8 月 2 日法務省刑事第 17646 号として引用されてい
る。 
14「状態犯」の一般的な意味について、裁判所職員総合研修所『刑法総論講義案（三訂補訂
版）』（司法協会，2014 年）52 頁 
15 裁判所職員総合研修所『刑法総論講義案（三訂補訂版）』（司法協会，2014 年）53 頁 
16 金谷暁「〈研修講座〉労働安全衛生法(7・完)」（法務総合研究所『研修』No.414，198
2 年 12 月）97-98頁。なおこの文献が書かれた当時の労働安全衛生法第 44 条第 5 項は現在
の同条第 6 項、第 44 条の 2第 6 項は現在の同条第 7項に相当することに注意されたい。 
17 労働省労働基準局編『労働法コンメンタール 3 改訂新版 労働基準法 下』（労務行政研
究所，1969年）731 頁では、労働基準法旧第 55 条〔計画の届出〕について「届出を要する
「設置」、「移転」又は「変更」の意義について問題となるのは、ここでいう「設置」等
は物理的概念なのか、それとも経営上の概念なのかということである。具体的に問題とな
るのは、既存の建物を補修することなく、そこに事業場を移す場合において、既存の建設
物に入っていた者と同じ事業を行うとき、本条にいう届出を要するかどうかということで
あるが、本条の趣旨及び本条に基づく行政措置として工事差止めないし計画の変更を規定
していることよりみて、かかる場合は本条による届出は要しないものと解すべきではなか
ろうか。」としている。これに加えて、より細かく検討しているものとして、厚生労働省
労働基準局編『労働法コンメンタール 3 令和 3 年版 労働基準法 下』（労務行政，2022年）
1071-1072 頁では、労働基準法第 96 条の 2について、「既に事業の附属寄宿舎として設置
届がなされていたものを、事業の継承に伴い、労働関係の実態に変更なく引き続き寄宿舎
として使用する場合には、設置に係る計画の届出は要しない（昭二三・三・一 基収第八
四三号参照）が、一般に、既存の建物を新たに寄宿舎として使用する場合には、既存の所
有者及びその補修の有無の如何にかかわらず、設置に係る計画の届出を要する。」として
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いる。 
18 一般には、「規格」の語は、JIS Z 8002：2006（ISO/IEC Guide 2：2004）（標準化及
び関連活動―一般的な用語）で定義されている。 
19 コトバンク「具備」（https://kotobank.jp/word/%E5%85%B7%E5%82%99-484732，2
022 年 11 月 18 日閲覧） 
20 法務省－日本法令外国語訳データベースシステム－労働安全衛生法（昭和四十七年法律
第五十七号）／Industrial Safety and Health Act（Act No. 57 of 1972）（https://www.j
apaneselawtranslation.go.jp/ja/laws/view/3440，2022 年 12月 16日閲覧） 
21 労働省国際労働課『第 47 回 ILO 総会報告書』（1963 年 6月）62-63頁 
22 昭和 47 年 9月 18 日付け基発第 602 号「労働安全衛生法および同法施行令の施行につい
て」（https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2043&dataType=1） 
23 昭和 48 年 7 月 12 日付け基収第 3 号及び第 13 号。労働省労働基準局安全衛生部編『実
務に役立つ労働安全衛生法』（中央労働災害防止協会，1993 年）250 頁に引用されている。 
24 平成 16 年 3月 19 日付け基発第 0319009 号「公益法人に係る改革を推進するための厚生
労働省関係法律の整備に関する法律の施行並びにこれに伴う関係政令、省令及び告示の改
正等について」（https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2607&dataType=1）の
記の I の 1の⑵ 
25 令和 3年 5月 17 日最高裁判所第一小法廷判決・平成 30 年（受）第 1447 号，第 1448 号，
第 1449 号，第 1451 号，第 1452 号各損害賠償請求事件（建設アスベスト訴訟神奈川 1 陣）
判決文（https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90298）において、「安衛法
は，その１条において，職場における労働者の安全と健康を確保すること等を目的として
規定しており，安衛法の主たる目的が労働者の保護にあることは明らかであるが，同条は，
快適な職場環境（平成 4年法律第 55 号による改正前は「作業環境」）の形成を促進するこ
とをも目的に掲げているのであるから，労働者に該当しない者が，労働者と同じ場所で働
き，健康障害を生ずるおそれのある物を取り扱う場合に，安衛法 57 条が労働者に該当しな
い者を当然に保護の対象外としているとは解し難い。」判示した。 
26 「資料 平成 4 年 1月 10日労働省発表 労働者の安全と健康の確保のための対策の推進に
ついて」（全国労働安全衛生センター連絡会議『安全センター情報』164 号，1992 年 2 月
号） 
27 本件プロジェクト「法学的視点からみた社会経済情勢の変化に対応する労働安全衛生法
体系に係る調査研究」における本研究協力者の「労働安全衛生法第 26 条及び第 27 条の逐
条解説」の文末脚注においても同様の検討を行った。 
28 労働調査会出版局編『改訂 5版 労働安全衛生法の詳解―労働安全衛生法の逐条解説』（労
働調査会，2020 年）1046 頁 
29 昭和 47 年 9月 18 日付け発基第 91 号「労働安全衛生法の施行について」（https://www.
mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2042&dataType=1）記の第二の三 
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30 International Labour Organization－ILO 駐日事務所－1929 年の動力運転機械勧告（第
32 号）（https://www.ilo.org/tokyo/standards/list-of-recommendations/WCMS_239329/la
ng--ja/index.htm，2022 年 11月 20 日閲覧） 
31 International Labour Organization－Provisional Record 4-2A Withdrawal of 16 Inter
national Labour Recommendations（https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/il
c/ilc92/pdf/pr-4-2a.pdf，2022 年 11 月 20日閲覧）14 頁 
32 內務省社會局『1930 年第 12 回國際勞働總會報吿書』巻末収録の英仏対訳文による。 
33 International Labour Organization（国際労働機関）－ILO 駐日事務所－1963 年の機械
防護条約（第 119 号）（https://www.ilo.org/tokyo/standards/list-of-conventions/WCMS_
239060/lang--ja/index.htm，2022 年 11 月 18 日閲覧） 
34 外務省－条約検索－◎機械の防護に関する条約（第百十九号）（https://www.mofa.go.j
p/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S49-0139.pdf） 
35 International Labour Organization－NORMLEX－C119 - Guarding of Machinery Co
nvention, 1963 (No. 119)（https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::
P12100_ILO_CODE:C119，2022 年 11 月 20 日閲覧） 
36 International Labour Organization－NORMLEX－Ratifications of C119－Guarding of
 Machinery Convention, 1963 (No. 119)（https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NO
RMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312264，2022年 11 月 20 日閲覧） 
37 厚生労働省－機械の防護に関する条約（第 119号）に関する 2005 年日本政府年次報告案
（2002 年 6月 1 日～2005 年 5月 31 日）（https://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/09/s0921
-13b07.html，2022 年 11 月 18 日閲覧） 
38 厚生労働省－2005 年日本政府年次報告案に対する日本労働組合総連合会の意見（https:/
/www.mhlw.go.jp/shingi/2005/09/dl/s0921-13c.pdf）。機械防護条約（ILO 第 119号条約）
に係る年次報告案については意見なし。 
39 厚生労働省－機械の防護に関する条約（第 119 号）に関する 2010 年日本政府年次報告案
（2005 年 6月 1 日～2010 年 5月 31 日）（https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000
012vrw-att/2r98520000012w7r.pdf） 
40 厚生労働省－機械の防護に関する条約（第 119 号）に関する 2015 年日本政府年次報告案
（2010 年 6月 1 日～2015 年 5月 31 日）（https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-1050
1000-Daijinkanboukokusaika-Kokusaika/0000118173.pdf） 
41 厚生労働省－2010 年日本政府年次報告案に対する日本労働組合総連合会の意見（https:/
/www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000012vrw-att/2r98520000012w82.pdf）。機械防護条
約（ILO 第 119 号条約）に係る年次報告案について意見あり。 
42 平成 19 年 7月 31 日付け基発第 0731001 号「「機械の包括的な安全基準に関する指針」
の改正について」（https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-48/hor1-48-36-1-0.h
tm） 
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43 平成 19 年 7月 31 日付け基安安発第 0731004 号「「機械の包括的な安全基準に関する指
針」の解説等について」（https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-48/hor1-48-3
7-1-0.htm） 
44 厚生労働省－2015 年 9 月 10 日第 25 回 ILO 懇談会議事要旨（https://www.mhlw.go.jp/
stf/shingi2/0000116660.html，2022 年 11 月 18 日閲覧） 
45 International Labour Organization－NORMLEX－Japan－Direct Request (CEACR) -
 adopted 2015, published 105th ILC session (2016)（https://www.ilo.org/dyn/normlex/
de/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P13100_COUNTRY_ID:
3253407,102729，2022 年 11月 18 日閲覧） 
46 International Labour Organization－NORMLEX－Requested reports and replies to C
EACR comments: Japan（https://www.ilo.org/dyn/normlex/de/f?p=1000:14000:0::NO:14
000:P14000_COUNTRY_ID:102729，2022 年 11月 18 日閲覧） 
47 International Labour Organization－Cartier Working Party - Working Party on Poli
cy regarding the Revision of Standards (1995-2002)－Cartier Working Party conclusio
ns（https://www.ilo.org/global/standards/international-labour-standards-policy/WCMS_44
9912/lang--en/index.htm，2021 年 12 月 29 日閲覧） 
48 International Labour Organization－NORMLEX－Standards Reviews: Decisions on S
tatus（https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12040:0::NO:::，2021 年
12 月 29日閲覧） 
49 International Labour Organization－Committee on Legal Issues and International La
bour Standards（LILS/WP/PRS）－271st Session, Geneva, March 1998（https://www.il
o.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb271/prs-2.htm，2022 年 11月 18 日閲覧） 
50 寺本廣作『勞働基準法解説』（時事通信社，1948 年）114-115 頁 
51 渡辺章編集代表『日本立法資料全集 51 労働基準法〔昭和 22 年〕(1)』（信山社，1996
年）376 頁 
52 渡辺章編集代表『日本立法資料全集 51 労働基準法〔昭和 22 年〕(1)』（信山社）401 頁 
53 渡辺章編集代表『日本立法資料全集 51 労働基準法〔昭和 22 年〕(1)』（信山社）133 頁 
54 寺本廣作『勞働基準法解説』（時事通信社，1948 年）264-265 頁 
55 労働省労働基準局安全衛生部編『実務に役立つ労働安全衛生法』（中央労働災害防止協
会，1993 年）176-177 頁において、従来、労働基準法旧第 45 条の規定についてこのように
解釈する向きがあったことが示唆されている。 
56 松尾幸夫主筆，片岡輝男，木村嘉勝編『政策担当者が語る労働衛生施策の歩み』（労働
調査会，平成 24 年）95頁 
57 昭和 63 年 3月 18 日官報号外第 29 号に掲載。 
58 この中央労働基準審議会建議及び労働災害防止部会報告書については、「労働行政の動
き 労働安全衛生法令の整備についての中央労働基準審議会の建議について」（日本労働研
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究所『日労研資料』41 巻 4 号通巻 1092 号，1988年）、「資料 労働安全衛生法改訂関連（中
基審の建議等）」（日本労働者安全センター『月刊いのち：労働災害・職業病』22 巻 4 号
通巻 256 号，1988年）に全文掲載されている。 
59 昭和 48 年 3 月 22 日付け基発第 118 号の 3「メーカー段階における機械等の安全衛生の
確保について」（https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-27/hor1-27-13-1-0.ht
m）。欠陥機械等通報制度については、別紙の記の 6にその概要が記載されている。 
60 労働省労働基準局安全衛生部安全課「欠陥機械通報制度について」（労働省労働基準局
安全衛生部『安全』37 巻 11 号，1986 年） 
61 厚生労働省－令和４年度第 2 回社会復帰促進等事業に関する検討会資料（https://www.
mhlw.go.jp/stf/newpage_28970.html，2022 年 11 月 20 日閲覧）の参考 4（https://www.m
hlw.go.jp/content/11601000/001009110.pdf）を参照。 
62 公益社団法人産業安全技術協会令和 3年度事業報告（https://www.tiis.or.jp/dl/?fl=%2Fj
pn%2F%E5%8D%94%E4%BC%9A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%
A6%2F2021%2Fr03_jigyouhoukoku.pdf，2022 年 11 月 20 日閲覧）にその旨記載あり。 
63 厚生労働省－労働基準局が実施する検討会等－労働安全衛生法における機械等の回収・
改善命令制度のあり方等に関する検討会（議事録，資料等）（https://www.mhlw.go.jp/stf
/shingi/other-roudou_148239.html） 
64 厚生労働省－労働安全衛生法における機械等の回収・改善命令制度のあり方等に関する
検討会報告書（https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000026886.html） 
65 労働基準監督年報は、ILO 第 81 号条約第 20 条の規定により作成・公表される年次報告
書であり、直近数か年分については厚生労働省のウェブサイト（https://www.mhlw.go.jp/
bunya/roudoukijun/kantoku01/）で閲覧することができる。定期監督等実施状況や送検事
件状況の件数は統計期間は暦年（1月 1 日～12 月 31 日）である。定期監督等実施状況・法
違反状況については一部の条文についてしか違反件数が集計されていないが、送検事件状
況については全ての事件の主条文について集計されている旨統計表に記載されている（主
条文でないものは集計されていない）。 
66 平成 15 年 3 月 14 日徳島地方裁判所第 2 民事部判決・平成 13 年（ワ）第 430 号損害賠
償請求事件（https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=8743）。民事裁判である
が、判決中に「なお，本件事故後，被告 Y2がクレーン等安全規則，エレベーター構造規格
の基準を満たしていない本件エレベーターを従業員に使用させていたとして，平成 12 年 1
0 月 20 日，徳島簡易裁判所で労働安全衛生法違反により，罰金 20 万円に処せられた。」と
の記載もある。 
67 国土交通省－報道発表資料－（2009 年 4月 9 日）「（株）新輝リフトが設置したエレベ
ーターの緊急点検について」（https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000084.ht
ml，2022 年 11 月 18 日閲覧）別添概要参照 
68 平成 25 年 4 月 11 日神戸地方裁判所第４刑事部・平成 23 年（わ）第 479 号労働安全衛
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生法違反，業務上過失致死事件（https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=8357
9） 
69 魚田慎二（労働安全コンサルタント）ブログ「産業安全と事故防止＆環境問題について
も考える」－「［昔の事例意の顛末］ 2009 年 2 月 25 日 姫路の食品工場で荷物用エレ
ベーターと壁の間に挟まれ死亡した事故で在宅起訴 （修正１）」（http://anzendaiichi.bl
og.shinobi.jp/%E4%BA%8B%E4%BE%8B%EF%BC%88%E3%82%A8%E3%83%AC%E
3%83%99%E3%83%BC%E3%82%BF%E7%AD%89%E3%80%80%E7%89%B9%E6%9
C%89%EF%BC%89/%EF%BC%BB%E6%98%94%E3%81%AE%E4%BA%8B%E4%B
E%8B%E6%84%8F%E3%81%AE%E9%A1%9B%E6%9C%AB%EF%BC%BD%E3%80%
802009%E5%B9%B42%E6%9C%8825%E6%97%A5%E3%80%80%E5%A7%AB%E8%B
7%AF%E3%81%AE%E9%A3%9F，2022 年 11月 18 日閲覧） 
70 国土交通省－報道発表資料－（2009 年 5 月 29 日）「（株）新輝リフトが設置したエレ
ベータの緊急点検」（https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000101.html，202
2 年 11 月 18日閲覧） 
71 製品を使用する者、「使用者」ということもあるが、労働基準法の使用者（労働者を使
用する者）と紛らわしいので、敢えて英語で「ユーザ－」ということが多い。 
72 ヨミダス歴史館－読売新聞 2011 年 3月 1 日付け西部朝刊「志免町の爆発事故 ボイラー
回収命令 福岡労働局＝福岡」 
73 労働新聞社－ニュース（2011 年 4 月 15 日）「違反ボイラー回収命じる 福岡労働局」
（https://www.rodo.co.jp/news/107502/，2022 年 11 月 17日閲覧） 
74 魚田慎二（労働安全コンサルタント）ブログ「産業安全と事故防止＆環境問題について
も考える」－「2010 年 12 月 21 日 福岡のスーパー銭湯でボイラー爆発（修正 3）」（htt
p://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/%E4%BA%8B%E4%BE%8B%EF%BC%88%E7%88%8
6%E7%99%BA%EF%BC%9B%E8%92%B8%E6%B0%97%E7%88%86%E7%99%BA%E
F%BC%89/2010%E5%B9%B412%E6%9C%8821%E6%97%A5%E3%80%80%E7%A6%8
F%E5%B2%A1%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E
9%8A%AD%E6%B9%AF%E3%81%A7%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%8
3%BC，2022 年 11 月 17日閲覧） 
75 厚生労働省－報道発表資料－（平成 23年 4月 8 日）労働基準局安全衛生部安全課発表「横
河電機（株）製の規格を具備しない防爆電気機械器具について厚生労働大臣が回収・改善
を命令」（https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000018hsv.html，2022 年 12月 19
日閲覧） 
76 平成 23 年 4月 7日付け発基安 0407 第 1号横河電機株式会社代表取締役社長あて「機械
等措置命令書」（https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7302&dataType=1，htt
ps://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000018hsv-img/2r98520000018huc.pdf） 
77 平成 23 年 4月 7日付け基安発 0407 第 2号横河電機株式会社代表取締役社長あて「構造
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規格を具備していない防爆構造電気機械器具の譲渡に対する再発防止対策の徹底につい
て」（https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7301&dataType=1，https://www.
mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000018hsv-img/2r98520000018iy6.pdf） 
78 平成 23 年 4 月 7 日付け基発 0407 第 11 号「防爆構造機械器具に係る機械等命令の発令
について」（https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7303&dataType=1） 
79 平成 23 年 4 月 11 日付け基安安発 0411 第 1 号社団法人産業安全技術協会会長あて「防
爆構造電気機械器具に係る型式検定の検査関係書面の適切な審査について」（https://www.
mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7300&dataType=1） 
80 横河電機株式会社－ニュース&イベント（2010 年 3 月 5 日発表）「弊社流量計（防爆仕
様製品）の型式検定申請不備のお詫びとお知らせ」（https://www.yokogawa.co.jp/news/br
iefs/2010/2010-03-05-ja/，2022 年 12 月 19 日閲覧） 
81 厚生労働省－報道発表資料－（平成 21 年 9 月 30 日）厚生労働省労働基準局安全衛生部
労働衛生課環境改善室発表「型式検定を受けていない防じんマスクの流通について」（htt
ps://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/09/h0930-4.html，2022 年 11 月 18 日閲覧） 
82 Recall Plus－（2009 年 9 月 30 日発表）プロモート「防じんマスク」回収（https://ww
w.recall-plus.jp/info/10623，2022 年 11 月 18 日閲覧） 
83 厚生労働省－報道発表資料－（平成 21 年 11 月 10 日）厚生労働省労働基準局安全衛生部
労働衛生課環境改善室発表「型式検定を受けていない防じんマスクの流通について」（htt
ps://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/11/h1110-1.html，2022 年 11 月 17 日閲覧） 
84 厚生労働省－報道発表資料－（平成 22 年 10 月 1 日）厚生労働省労働基準局安全衛生部
安全課発表「山武コントロールプロダクト（株）製防爆電気機械器具の回収・交換及び再
発防止の徹底を指導」（https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000syhj.html，202
2 年 11 月 20 日閲覧） 
85 厚生労働省－報道発表資料－（平成 26 年 11 月 14 日）厚生労働省労働基準局安全衛生部
化学物質対策課環境改善室発表「規格不適合の業務用防じんマスクの流通が判明～輸入者
が防じんマスクの回収・交換を行っています～」（https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/00
00065308.html，2022 年 11 月 18日閲覧） 
86 消費者－リコール情報サイト「スリーエムヘルスケア「防じんマスク」－交換／回収」
（https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000065308.htmlhttps://www.recall.caa.go.jp/resul
t/detail.php?rcl=00000011022，2022 年 11月 18日閲覧） 
87 厚生労働省－報道発表資料－（令和 4年 1 月 24 日）厚生労働省労働基準局安全衛生部化
学物質対策課環境改善室発表「工場等での粉じん作業で使用する防じんマスクの回収につ
いて～販売者が回収・交換を行っています～」（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23
531.html，2022 年 11 月 18 日閲覧） 
88 厚生労働省－報道発表資料－（平成 27 年 7 月 13 日）厚生労働省労働基準局安全衛生部
化学物質対策課環境改善室「規格不適合の業務用防毒マスク用吸収缶の流通が判明～製造
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者が防毒マスク用吸収缶の回収・交換を行っています～」（https://www.mhlw.go.jp/stf/h
oudou/0000091346.html，2022 年 11 月 20 日閲覧） 
89 厚生労働省－報道発表資料－（平成 27 年 12 月 25 日）厚生労働省労働基準局安全衛生部
安全課建設安全対策室長事務連絡「労働安全衛生法に基づく規格を具備しないパイプサポ
ートについて」（https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-56/hor1-56-59-1-0.ht
m，2022 年 11 月 18 日閲覧） 
90 厚生労働省－報道発表資料－（平成 27 年 12 月 25 日）厚生労働省労働基準局安全衛生部
安全課「労働安全衛生法に基づく規格を満たさない パイプサポートの流通が判明しました
～ 建設業界団体や、都道府県労働局に通知 ～」（https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/00
00108196.html，2022 年 11 月 18日閲覧） 
91 平成 19年 12月 3日付け基安安発第 1203001号「鋼管足場用の部材及び附属金具の規格」
を具備しない単管ジョイントの使用禁止等の徹底について」（https://www.mhlw.go.jp/we
b/t_doc?dataId=00tb3925&dataType=1） 
92 厚生労働省－「単管足場に「ボンジョイント」を使用しないで下さい！！」（https://w
ww.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei18/，2022 年 11 月 20日閲覧） 
93 一般社団法人仮設工業会会長あて昭和 62 年 9 月 18 日付け基発第 549 号の 2「「鋼管足
場用の部材及び附属金具の規格」を具備しない単管ジョイントの使用禁止等の徹底につい
て」（http://www.kasetsu.or.jp/education/publication/docs/%E4%BB%AE%E8%A8%AD%
E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%BC08%E5%B9%B401%
E6%9C%88_%E6%9C%AC%E6%96%87_280.pdfに抜粋掲載） 
94 厚生労働省－報道発表資料－（令和 4年 2 月 25 日）厚生労働省労働基準局安全衛生部安
全課発表「規格不適合の墜落制止用器具の使用中止と回収について～皆さまの安全を守る
ため適正な墜落制止用器具を使用してください～」（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage
_24070.html，2022 年 11 月 19 日閲覧） 
95 公益社団法人産業安全技術協会あて令和 4年 2 月 25 日付け基安安発 0225 第 1号「規格
不適合の墜落制止用器具に関する注意喚起について」（https://www.tiis.or.jp/service/mac
hine-tools-mask/machine-tools/5812/） 
96 「同協会は令和 4 年 12 月 28 日現在までにおいて、墜落制止用器具のサンプルの性能試
験（破壊試験）は実施しているが、これは飽くまでサンプルについてだけ試験をするとい
うだけのものであり、製造設備その他の条件の適否を含む型式全体についての評価はして
いない」の部分は、本研究協力者が公益社団法人産業安全技術協会に問い合わせ、令和 4
年 12月 28 日にメールにより得た回答に基づくもの。 
97 モバオク（https://www.mbok.jp/）－株式会社モバオク（東京都渋谷区）が運営するオ
ークションサイト。 
98 モバオク－商品カテゴリ：ペット/手芸/園芸＞DIY/工具＞その他「マキタ ディスクグ
ラインダー」（https://www.mbok.jp/item/item_524052426.html?_SRC=li_i0，2023 年 2
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月 19 日閲覧）。締切日時は 2023 年 2月 24 日 21:56、発送元は茨城県。商品写真のラベル
に「株式会社マキタ」「Makita モデル 9533B」、製造番号は「402751」との記載がある。
商品写真が 3枚あるが、いずれも覆いが無い状態である。 
99 一般社団法人日本機械工業連合会－2019年 6月 28日付け生産設備保有期間実態調査（調
査期間：2018 年 12 月 4 日～2019 年 2 月 8 日）の結果概要（http://www.jmf.or.jp/intro/t
eigen/sonota/2185.html，2022 年 12 月 20日閲覧） 
100 中古機械情報百貨店（https://www.jp.usedmachinery.bz/）－NK エンジニアリング株式
会社が運営・管理し、日本全国、及び海外からの中古機械販売業者の在庫情報を集結した
マーケットプレイス。（https://www.jp.usedmachinery.bz/machines/list/30/133,400,401,4
02,403,404,405/-/-/0/0/0） 
101 中古機械情報百貨店－検索結果：電動 C 型プレス（https://www.jp.usedmachinery.bz/
machines/list/30，2022年 12月 20 日閲覧），2022 年 12 月 20 日 4:07 時点で、534件ヒッ
トし、そのうち年式が 1960 年代のものが 1 台（1965 年）、1970 年代のものが 17 台あっ
た（年式の記載のないものもある）。 
102 厚生労働省－既存不適合機械等更新支援補助金（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_
03667.html，令和 3 年 10月 31 日午前 3時 31分閲覧） 
103 一般社団法人仮設工業会『50 年のあゆみ』（2018 年）26-27 頁 
104 一般社団法人仮設工業会ウェブサイト－「認定制度について」（http://www.kasetsu.or.
jp/education/publication/docs/%E8%AA%8D%E5%AE%9APDF.pdf，2022 年 12月 20 日
閲覧） 
105 厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課編『労働法コンメンタール⑤ 六訂新版 労
働者災害補償保険法』（労務行政，2005 年）295頁 
106 e-Stat 政府統計の総合窓口－労働者災害補償保険事業年報（https://www.e-stat.go.jp/st
at-search?page=1&toukei=00450582） 
107 機械等検定規則（昭和 47 年 9月 30 日労働省令第 45 号）（https://www.mhlw.go.jp/we
b/t_doc?dataId=74072000&dataType=0） 
108 JIS Q 17000：2005（ISO/IEC 17000：2004）適合性評価―用語及び一般原則 
109 労働省労働基準局安全衛生部計画課「安衛法を読むポイント 8 個別検定と型式検定」（中
央労働災害防止協会『安全衛生のひろば』28 巻 8号，1987年） 
110 一般社団法人日本ボイラ協会－個別検定の受検（https://www.jbanet.or.jp/examination
/individual/exams/，2022 年 11 月 19 日閲覧） 
111 他の例として、防毒マスクの吸収缶は、防毒マスクの規格（平成 2 年 9 月 26 日労働省
告示第 68 号）第 7 条第 2項（https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74042100&data
Type=0）の除毒能力試験をすれば当然性能を失い使用できなくなる。 
112 World Trade Organization (WTO) Trade Policy Review Body－Trade Policy Revie
w Reported by Secretariat JAPAN（2013 年 1 月 15 日）（https://www.mofa.go.jp/mofaj
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/gaiko/wto/hogo/tpr1302/pdfs/report_sec_1302.pdf）55 頁。リンク元は、文末脚注 127の
ウェブページである。 
113 厚生労働省－検査検定実施機関一覧（令和 4年 2月 8日現在）（https://www.mhlw.go.
jp/content/000571026.pdf） 
114 金谷暁「〈研修講座〉労働安全衛生法（7・完）」（法務総合研究所『研修』No.414，1
982 年 12 月）98-99 頁 
115 「安衛法の改正案，今国会へ―中基審・労働災害防止部会が報告まとめる」（労働省
労働基準局安全衛生部監修『労働衛生』第 18 巻第 2号（通巻 203 号），1977年） 
116 労働省労働基準局安全衛生部「労働安全衛生法の改正に関する中央労働基準審議会の答
申について」（日本労働研究所『日労研資料』30 巻 3号，1977 年） 
117 昭和 53 年 2月 10 日付け発基第 9 号「労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法
律の施行について」（https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2044&dataType=1） 
118 昭和 53 年 2 月 10 日付け基発第 77 号「労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する
法律及び労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行について」（https://www.mhl
w.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2045&dataType=1） 
119 昭和 58 年 8 月 1 日付け基発第 419 号「外国事業者による型式承認等の取得の円滑化の
ための関係法律の一部を改正する法律（労働安全衛生法関係）及び関係政省令等の施行に
ついて」（https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2048&dataType=1） 
120 政府の行政改革－平成 14年 3月 29日内閣官房行政改革推進事務局行政委託型公益法人
等改革推進室「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」（https://www.gyo
ukaku.go.jp/jimukyoku/koueki/gyousei_kanyo/，2022 年 12月 19日閲覧） 
121 この法律については、衆参両院の厚生労働委員会において附帯決議がなされている。そ
の内容は、第 156 回国会参議院厚生労働委員会第 12 号平成 15 年 5 月 13 日（https://kokk
ai.ndl.go.jp/txt/115614260X01220030513/236）及び第 156 回国会衆議院厚生労働委員会第
24 号平成 15年 6月 13日（https://kokkai.ndl.go.jp/txt/115604260X02420030613/290）を
参照されたい。 
122 平成 15 年 7 月 2日付け基発第 0702003 号「公益法人に係る改革を推進するための厚生
労働省関係法律の整備に関する法律(労働安全衛生法及び作業環境測定法関係)について〔労
働安全衛生法〕」（https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb4505&dataType=1） 
123 この改正に係る施行通達としては平成 16 年 3 月 19 日付け基発第 0319009 号「公益法
人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行並びにこれ
に伴う関係政令、省令及び告示の改正等について」（https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?
dataId=00tb2607&dataType=1）もあるが、これは主として登録手続等に関する事項に関す
るものなので本稿では省略する。 
124 外務省－貿易の技術的障害に関する協定 本文（https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/it/
page25_000410.html，2023 年 2 月 17 日閲覧） 
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125 World Trade Organization－Urguay Round Agreement－Agreement on Technical B
arriers to Trade（https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm，2023 年 1 月
30 日閲覧） 
126 第 186 回国会参議院厚生労働委員会第 7 号平成 26 年 4 月 8 日（https://kokkai.ndl.go.j
p/txt/118614260X00720140408/169）で、政府参考人である半田有通厚生労働省労働基準
局安全衛生部長は「今回の改正法案では、外国に立地する検査・検定機関についても安全
衛生法上の検査・検定機関としての登録を受けることができるよう所要の整備を行う内容
を盛り込んでいるところでございますが、〈略〉ＴＢＴ協定〈略〉において国内の機関の
み登録が認められている検査・検定制度につきましては、同じ条件で外国に立地する機関
の登録も認めるよう求められてございます。この点につきまして、昨年二月に行われまし
た世界貿易機関の貿易政策検討機関の日本に対する審査、対日審査でございますが、その
際に指摘があったことを受けて今回の改正内容に盛り込んだものでございます。」と答弁
している。 
127 外務省－2013 年対日貿易政策検討会合（https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/wto/hog
o/tpr1302/gh.html，2023 年 2 月 17 日閲覧）。ただし、本研究協力者が調べたところ、こ
のウェブページ及びここからリンクされている関係資料からは、労働安全衛生法の検査・
検定制度について TBT 協定上の改善を求めるような記述は確認されなかった。 
128 ヨミダス歴史館－読売新聞 1993 年 3月 30 日付け大阪朝刊「計測器の検定章偽造 大阪
労基局摘発、70台回収」 
129 公益社団法人産業安全技術協会－検定合格品情報（https://www.tiis.or.jp/02_06_subcat
egory/，2022 年 12 月 21 日閲覧） 
130 総務省－電波利用ホームページ－型式検定合格機器情報検索（https://www.tele.soumu.
go.jp/kataken/SearchServlet?pageID=ks01） 
131 第 156 回国会衆議院厚生労働委員会第 24 号平成 15 年 6月 13 日（https://kokkai.ndl.go.
jp/#/detail?minId=115604260X02420030613）90～100 番 
132 三柴丈典「リスクアセスメントを核とした諸外国の労働安全衛生制度の背景・特徴・効
果とわが国への適応可能性に関する調査研究」総合報告書（H26-労働-一般-001，2016 年）
（https://mhlw-grants.niph.go.jp/project/26210，文献番号 201621001B）総括研究報告書
－リスク創出者管理責任負担原則の意義については、総括研究報告書 27 頁【示唆される予
防政策のエッセンス】①，30 頁【特徴】①ほか。英国労働安全衛生法への反映状況につい
ては、分担研究報告書「日本の安衛法の特徴と示唆される予防政策のエッセンス」87 頁。 
133 三柴丈典「使用者の健康・安全配慮義務」（日本労働法学会編『講座労働法の再生第 3
巻 労働条件論の課題』（日本評論社，2017年））279 頁 
134 濱島京子「機械安全制度の導入に伴う機械の使用段階での妥当性確認の考察―労働安全
分野におけるマクロ労働安全の提案―」（労働安全衛生総合研究所『労働安全衛生研究』9
巻 2 号，2016 年）（https://www.jstage.jst.go.jp/article/josh/9/2/9_JOSH-2015-0018-CH
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O/_article/-char/ja） 
135 労働安全衛生法施行令（https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347CO000000031
8）第 13条第 3項第 27号中「第七号に掲げるアセチレン発生器」とあるのは、「第一号に
掲げるアセチレン発生器」の誤りであると思われる。 
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厚厚生生労労働働行行政政推推進進調調査査事事業業費費補補助助金金  
（（政政策策科科学学総総合合研研究究事事業業（（政政策策科科学学推推進進研研究究事事業業））））  

分分担担研研究究報報告告書書  

労労働働安安全全衛衛生生法法第第 4444 条条のの 33 かからら 5544 条条のの 66 のの逐逐条条解解説説  

 
  

研究協力者 淀川 亮  弁護士法人英知法律事務所・弁護士 
 
 

研究要旨 
本研究事業は、条文の起源（立法趣旨、基礎となった災害例、前身）と運用（関係判例、

適用の実際）、主な関係令等（関係政省令、規則、通達等）を、できる限り図式化して示

すと共に、現代的な課題や法解釈学的な論点に関する検討結果を記した体系書を発刊す

ることを目的としており、本研究分担は、附則を除き、123 条ある安衛法のうち第 44 条

の 3 から 54 条の 6 について、その課題を果たすことを目的としている。 
 今年度の研究の成果として、型式検定合格証に関わる第 44 条の 3 及び第 44 条の 4 に

ついては、元行政官へのインタビューを通じて、登録型式検定機関間での検定実施結果

に関する情報の引継ぎ等が今後の課題として挙げられた。 
定期自主検査に関わる第 45 条については、統計資料やアンケート結果等より、一部の

中小企業等で遵守されないことが多い規定であることが明らかになった。また、今後、自

律的管理に移行する動きが加速すれば、定期自主検査指針等の取扱いや法的効果につい

ても整理する必要があることも明らかになった。 
検査機関に関わる第 46 条から第 54 条の 2 については、元行政官へのインタビューを

通じて、現在国が行っている検査につき、登録検査機関に移行することがあれば、諸手続

（設置届、変更届や各種報告など）に関する仕組み全体の再整理が必要になることが指

摘されていた。また、（第 38 条第 1 項を引用する）第 46 条第 1 項等は、現場において、

その具体的内容が理解し難い内容になっていることが判明した。 
検査業者に関わる第 54 条の 3 から第 54 条の 6 については、社会に定着した制度であ

ると同時に、無資格者による検査等による行政処分の例等も判明した。 
先行研究でも指摘されていた「規定の複雑化・膨大化や形式的コンプライアンス、中小

企業における遵法困難など」と共通する課題が明らかになった。 
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Ａ．研究目的 
 本研究事業全体の目的は、以下の 3 点に

ある。 
 ①時代状況の変化に応じた法改正の方向

性を展望すること。 
 ②安衛法を関係技術者以外（文系学部出

身の事務系社員等）に浸透させ、社会一般へ

の普及を図ること。 
 ③安衛法に関する学問体系、安衛法研究

のための人と情報の交流のプラットフォー

ムを形成すること。 
 そのため、条文の起源（立法趣旨、基礎と

なった災害例、前身）と運用（関係判例、適

用の実際）、主な関係令等（関係政省令、規

則、通達等）を、できる限り図式化して示す

と共に、現代的な課題や法解釈学的な論点

に関する検討結果を記した体系書を発刊す

ること。 
 本分担研究の目的は、附則を除き 123 条

ある安衛法のうち第 44 条の 3 から 54 条の

6について、その課題を果たすことにある。 
 
Ｂ．研究方法 
 安全衛生に詳しい元労働基準監督官から、

現行安衛法の体系に関する解説と安衛法本

体の条文に紐付く政省令の選定を受けたう

えで、法学・行政学を専門とする分担研究者

が、各自、解説書、専門誌に掲載された学術

論文や記事、政府発表資料等の第 1 次文献

のレビューを行って執筆した文案を研究班

会議で報告し、現行安衛法や改正法の起案

に関わった畠中信夫元白鴎大学教授、唐澤

正義氏ら班員らからの指摘やアドバイスを

得て洗練させた。 
 なお、報告書文案の作成に際して、技術的

な不明点については、メーリングリストで

班員その他の専門家に照会した。 
 
Ｃ．研究結果 
１ 第 44 条の 3 
 
１．１ 条文 
（型式検定合格証の有効期間等） 
第四十四条の三 型式検定合格証の有効

期間（次項の規定により型式検定合格証

の有効期間が更新されたときにあつて

は、当該更新された型式検定合格証の有

効期間）は、前条第一項本文の機械等の

種類に応じて、厚生労働省令で定める期

間とする。 
２ 型式検定合格証の有効期間の更新を

受けようとする者は、厚生労働省令で定

めるところにより、型式検定を受けなけ

ればならない。 
 
１．２ 趣旨と内容 
１．２．１ 趣旨 
 型式検定は、一定の安全性能を確保する

ため、サンプルや製造・検査設備等でチェッ

クするものであるが、年月の経過によって、

その製造・検査設備、体制等に変化が生じる

ことも考えられるため、一定の有効期間を

設けることとしたものである。また、更新検

定を受けることによって、型式検定合格証

の有効期間は更新されることとされている

（検定則第 11 条）1。 
 
１．２．２ 内容 

(1) 概要 
 型式検定合格証の有効期間は、次のとお

りである（検定則第 10 条）。 
〔〔33 年年〕〕  
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 ① ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練

るロール機の急停止装置のうち電気的制動

方式以外の制動方式のもの 
 ② プレス機械又はシャーの安全装置 
 ③ 防爆構造電気機械器具（船舶安全法

の適用を受ける船舶に用いられるものを除

く。） 
 ④ クレーン又は移動式クレーンの過負

荷防止装置 
 ⑤ 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防

装置のうち可動式のもの 
 ⑥ 動力により駆動されるプレス機械の

うちスライドによる危険を防止するための

機構を有するもの 
 ⑦ 交流アーク溶接機用自動電撃防止措

置 
 ⑧ 絶縁用保護具（その電圧が、直流にあ

つては七百五十ボルトを、交流にあつては

三百ボルトを超える充電電路について用い

られるものに限る。） 
 ⑨ 絶縁用防具（その電圧が、直流にあつ

ては七百五十ボルトを、交流にあつては三

百ボルトを超える充電電路に用いられるも

のに限る。） 
 ⑩ 保護帽（物体の飛来若しくは落下又

は墜落による危険を防止するためのものに

限る。） 
 〔〔55 年年〕〕  
 ① 防じんマスク（ろ過材及び面体を有

するものに限る。） 
 ② 防毒マスク（ハロゲンガス用又は有

機ガス用のものその他厚生労働省令で定め

るものに限る。） 
 ③ 電動ファン付き呼吸用保護具 
 

(2) 解釈例規 

 「型式検定合格証の有効期間」とは、製造

し、又は輸入する機械等に係る型式につい

ての有効期間をいうもので、型式検定に合

格した型式の機械等であって現に使用して

いるものについて使用の有効期間をいうも

のではないこと（昭五三・二・一〇 基発第

七七号）をいう。そして、これはあくまで、

型式検定に合格した機械等の製造又は輸入

についての有効期間をいうものであって、

型式検定合格証の有効期間内に製造された

機械等の販売についての有効期間、汎用部

分の交換等による一部の補修の有効期間を

いうものではない（平七・十二・二七 基発

第四一七号）とされている。 
 
１．３ 沿革 
  元行政官にインタビューしたところ以下

の情報提供をいただいた。 
 「本条は、昭和 52 年法律第 72 号にて、

検定が個別検定と型式検定に区分された際

に追加された規定である。 
 そもそも、昭和 47 年の労働安全衛生法制

定時における検定関係の法条文には型式検

定の有効期間に関する規定はなかった。も

っとも、労働安全衛生法制定時に定められ

た機械等検定規則（昭和 47 年労働省令第

45 号）第 7 条には、型式検定の有効期間（防

じんマスク及び防毒マスクについては 5 年、

その他の機械等については 3 年）が定めら

れていた。」 
 
１．４ 運用 
 元行政官にインタビューをしたところ、

以下の情報提供をいただいた。 
 「型式検定の対象となる機械等は、量産型

の機械等がある。また、機械等の強度や性能
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などを確認するためには破壊試験を行う必

要があるものもある。それゆえ、個別に安全

性を確認することが合理的でなく、困難を

伴う。こうした機械等の性能や機能を確保

するには、材料の搬入から完成品の出荷に

至る様々な段階で、計画された抜取検査を

行いながら目標品質を達成する必要がある。

そこで、①一定期間ごとに製造者の品質管

理の状態を確認してその水準を維持させる

ことが、有効期間を設けている主な目的で

あると考えられる。また、②関係規格が改正

された場合に迅速に型式検定対象機械等に

反映させること（改正規格適用日前に申請

のあった型式検定の基準としては、従前の

規格が適用される。関係（構造）規格の付則

で規定されている。）、すなわち、旧規格に

よる機械等の市場流通を早期に終了させる

狙いもあると思われる。 
EU の呼吸用保護具の型式認証（EU type 

examination certificate FFP2）の有効期間

は、5 年とされている。なお、FFP2 は、日

本の DS2 や米国の N95 とほぼ同等の防じ

んマスクである。また、同じく EU の機械

指令に基づく型式検定の有効期間について

も 5 年とされている。 
一方、米国 NIOSH（国立労働安全衛生研

究所）による N95 などの呼吸用保護具の認

証には有効期間はないが、認証維持の条件

として、一定期間（概ね２年に一回）ごとに

NIOSH 検査官が製造工場に立入り、品質管

理の状況を監査する仕組みが組み込まれて

いる。この監査に合格しなければ認証は取

り消されることになる。なお、労働安全衛生

法による型式検定の制度には、登録検定機

関が、検定合格証の有効期間中に製造工場

に立入監査を行う仕組みは組み込まれてい

ない。ただし、必要な場合の国の立入り権限

は担保されている（法 96 条 1 項）。 
型式検定の対象となる機械等については、

厚生労働省が市場買取り試験を継続的に実

施しており、市場に流通している型式検定

合格品（墜落制止用器具など型式検定の対

象ではないが規格具備義務のある機械等の

一部も対象としている）の関係規格への適

合を確認している。 
なお、今後議論が望まれる点として、登録

型式検定機関の間での検定実施結果に関す

る情報の引継ぎがある。 
すなわち、型式検定の場合、市場に送られ

る製品の性能や機能を確実に確保する上で、

品質管理が適切に行われることが肝であり、

型式検定合格証の更新検定に際しては、更

新検定申請内容と過去の検定申請内容・検

定結果報告とを比較評価できることが重要

となる。国が型式検定を行わざるを得なく

なったときには、登録型式検定機関から厚

労大臣への引継ぎの規定（法 54条の 2で準

用する 53条 2項の規定）が存在する（引き

継ぐべき内容は不明確ではあるが）。一方、

現状、同一種類の型式検定対象機械等に複

数の登録検定機関が存在している例があり、

法令上、新規検定（あるいは前回更新検定）

と次の更新検定で検定実施者が異なる場合

もあることから、こうした場合に、従前の検

定実施結果の情報が新しい検定機関に引き

継がれる仕組みを法令上担保する必要があ

ると考えられる。仕組みの例としては、旧機

関から新機関への直接の引継ぎ、あるいは

検定実施結果情報を国のサーバーに集積し、

新機関がそこから情報を入手できる仕組み

の構築などが考えられる。 
法の規定内容は同じでも、そのもたらす
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効果は現在と昭和 53 年当時とでは大きく

異なっており、それにふさわしい仕組みを

考察することが望まれる。」 

 
２ 第 44 条の 4 
 
２．１ 条文 
（型式検定合格証の失効） 
第四十四条の四 厚生労働大臣は、次の

各号のいずれかに該当する場合には、当

該各号の機械等に係る型式検定合格証

（第二号にあつては、当該外国製造者が

受けた型式検定合格証）の効力を失わせ

ることができる。 
一 型式検定に合格した型式の機械等の

構造又は当該機械等を製造し、若しくは

検査する設備等が第四十四条の二第三項

の厚生労働省令で定める基準に適合して

いないと認められるとき。 
二 型式検定を受けた外国製造者が、当

該型式検定に合格した型式の機械等以外

の機械等で本邦に輸入されたものに、第

四十四条の二第五項の表示を付し、又は

これと紛らわしい表示を付していると

き。 
三 厚生労働大臣が型式検定に合格した

型式の機械等の構造並びに当該機械等を

製造し、及び検査する設備等に関し労働

者の安全と健康を確保するため必要があ

ると認めてその職員をして当該型式検定

を受けた外国製造者の事業場又は当該型

式検定に係る機械等若しくは設備等の所

在すると認める場所において、関係者に

質問をさせ、又は当該機械等若しくは設

備等その他の物件についての検査をさせ

ようとした場合において、その質問に対

して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述

がされ、又はその検査が拒まれ、妨げら

れ、若しくは忌避されたとき。 
 
２．２ 趣旨と内容 
２．２．１ 趣旨 
 型式検定に合格したとしても、その後製

造された機械等の構造等が一定の基準に適

合していないと認められるとき等一定の事

由が発生した場合には、型式検定制度の適

正な運用が期待できない。 
 本条は、このような場合に、厚生労働大臣

が型式検定合格証の効力を失わせることが

できることとしたものである 2。 
 
２．２．２ 内容 
 本条第 1 号は、型式検定を受けた者が国

内製造者、輸入業者、外国製造者であるかど

うかを問わず適用されるものである。 
 本条第 2 号及び第 3 号は、型式検定を受

けた者が外国製造者である場合に限って適

用されるものである。これは、型式検定を受

けた者が国内製造者又は輸入業者である場

合に、その者について本条第 2 号又は第 3
号の事由に相当する事由が発生したときは、

法第 119 条第 1 号（法第 44 条の 2 第 7 項）

又は法第 120 条第 4 号（法第 96 条第 1 項）

の罰則の規定が適用されるが、外国製造者

の国外における行為については国外犯を処

罰する明文の規定がないため刑罰を科しえ

ないこと（刑法第 1 条から第 4 条及び第 8
条）を考慮して、型式検定合格証の効力を失

わせることをもって型式検定制度の適正な

運用を図ることとしたものである 3。 
 
２．３ 沿革 
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 元行政官にインタビューしたところ以下

の情報提供をいただいた。 
 「1980 年代初頭の我が国と欧米諸国との

間の貿易摩擦問題の一つとして、日本の規

格、基準、検査手続等が非関税障壁として外

国産品の日本への輸入の障害となっている

との強い批判があった。この問題に対処す

るため、昭和 58 年 3 月 26 日「基準・認証

制度の改善について」の政府方針が決定さ

れ、その中で、認証手続における内外平等取

扱いを法制度的に確保するため、16 法律の

一括改正を行われた。 
その目的は、外国製造者が我が国の認証

制度において定められた各種認証を取得す

るための手続に、国内の者と実質的に同等

の条件で直接参加できる途を法制度的に確

保することであり、この一括法（昭和 58 年

法律第 57 号）で、労働安全衛生法の検査・

検定制度についても外国製造者が直接参加

できる途が確保されたものと思われる。 
また、本条第 2 号、第 3 号とも関連する

が、一連の検査・検定機関制度の変遷は、我

が国における市場へのアクセスの改善、市

場開放を求める欧米諸国からの要求に応え

るための基準・認証制度の改革、その後の政

治主導による規制緩和や行政改革を進める

部分があったものとと考えられる。」 
 
３ 第 45 条 
 
３．１ 条文 
（定期自主検査） 
第四十五条 事業者は、ボイラーその他

の機械等で、政令で定めるものについて、

厚生労働省令で定めるところにより、定

期に自主検査を行ない、及びその結果を

記録しておかなければならない。 
２ 事業者は、前項の機械等で政令で定

めるものについて同項の規定による自主

検査のうち厚生労働省令で定める自主検

査（以下「特定自主検査」という。）を行

うときは、その使用する労働者で厚生労

働省令で定める資格を有するもの又は第

五十四条の三第一項に規定する登録を受

け、他人の求めに応じて当該機械等につ

いて特定自主検査を行う者（以下「検査

業者」という。）に実施させなければなら

ない。 
３ 厚生労働大臣は、第一項の規定によ

る自主検査の適切かつ有効な実施を図る

ため必要な自主検査指針を公表するもの

とする。 
４ 厚生労働大臣は、前項の自主検査指

針を公表した場合において必要があると

認めるときは、事業者若しくは検査業者

又はこれらの団体に対し、当該自主検査

指針に関し必要な指導等を行うことがで

きる。 
 
３．２ 趣旨と内容 
３．２．１ 趣旨 
 本条は、ボイラー等の特定機械等につい

ては、製造時、輸入時、設置時、変更時にお

ける検査のほか、使用過程においても、行政

機関又は登録製造時等検査機関が一定期間

ごとに検査を行うことにより、その安全性

能の保持について確認することとしており、

その他の危険又は有害な作業を必要とする

機械等についても、一定の規格又は安全装

置を具備しなければ譲渡、設置等をしては

ならないこととするなど、これらの使用に

伴って生ずる労働災害を防止するための規
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制を行っているものである。 
 以上の規制のほかに、これらを使用する

事業者自らが、使用過程の一定期間ごとに

主要構造や機能の安全性について検査する

ならば、より細密な安全・衛生チェックを期

待することができるので、事業者に定期自

主検査の実施及びその結果の記録を義務付

けたものである 4。 
 
３．２．２ 内容 

(1) 定期自主検査の対象機械等 
事業者に定期自主検査が義務づけられて

いる機械は、以下のとおりである（令第 15
条第 1 項）。 

①ボイラー（小型ボイラー並びに船舶安

全法の適用を受ける船舶に用いられるもの

及び電気事業法の適用を受けるものを除

く。） 
②第一種圧力容器（小型圧力容器並びに

船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられ

るもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガ

ス事業法又は液化石油ガスの保安の確保及

び取引の適正化に関する法律の適用を受け

るものを除く。） 
③つり上げ荷重が三トン以上（スタッカ

ー式クレーンにあっては、一トン以上）のク

レーン 
④つり上げ荷重が三トン以上の移動式ク

レーン 
⑤つり上げ荷重が二トン以上のデリック 
⑥積載荷重（エレベーター（簡易リフト及

び建設用リフトを除く。）、簡易リフト又は

建設用リフトの構造及び材料に応じて、こ

れらの搬器に人又は荷を載せて上昇させる

ことができる最大の荷重をいう。）が一トン

以上のエレベーター 

⑦ガイドレール（昇降路を有するものに

あっては、昇降路。）の高さが一八メートル

以上の建設用リフト（積載荷重が〇・二五ト

ン未満のものを除く。） 
⑧ゴンドラ 
⑨活線作業用装置（その電圧が、直流にあ

っては七五〇ボルトを、交流にあっては六

〇〇ボルトを超える充電電路について用い

られるものに限る。） 
⑩活線作業用器具（その電圧が、直流にあ

っては七五〇ボルトを、交流にあっては三

〇〇ボルトを超える充電電路について用い

られるものに限る。） 
⑪フォークリフト 
⑫令別表第七に掲げる建設機械で、動力

を用い、かつ、不特定の場所に自走すること

ができるもの 
⑬つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン

未満（スタッカー式クレーンにあっては、

〇・五トン以上一トン未満）のクレーン 
⑭つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン

未満の移動式クレーン 
⑮つり上げ荷重が〇・五トン以上二トン

未満のデリック 
⑯積載荷重が〇・二五トン以上一トン未

満のエレベーター 
⑰ガイドレールの高さが一〇メートル以

上一八メートル未満の建設用リフト 
⑱積載荷重が〇・二五トン以上の簡易リ

フト 
⑲ショベルローダー 
⑳フォークローダー 
㉑ストラドルキャリヤー 
㉒不整地運搬車 
㉓作業床の高さが二メートル以上の高所

作業車 
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㉔第二種圧力容器（船舶安全法の適用を

受ける船舶に用いられるもの及び電気事業

法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用

を受けるものを除く。） 
㉕小型ボイラー（船舶安全法の適用を受

ける船舶に用いられるもの及び電気事業法

の適用を受けるものを除く。） 
㉖小型圧力容器（船舶安全法の適用を受

ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、

高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受

けるものを除く。） 
㉗絶縁用保護具（その電圧が、直流にあっ

ては七五〇ボルトを、交流にあっては三〇

〇ボルトを超える充電電路について用いら

れるものに限る。） 
㉘絶縁用防具（その電圧が、直流にあって

は七五〇ボルトを、交流にあっては三〇〇

ボルトを超える充電電路に用いられるもの

に限る。） 
㉙動力により駆動されるプレス機械 
㉚動力により駆動されるシヤー 
㉛動力により駆動される遠心機械 
㉜化学設備（配管を除く。）及びその附属

設備 
㉝アセチレン溶接装置及びガス集合溶接

装置（これらの装置の配管のうち、地下に埋

設された部分を除く。） 
㉞乾燥設備及びその附属設備 
㉟動力車及び動力により駆動される巻上

げ装置で、軌条により人又は荷を運搬する

用に供されるもの（鉄道営業法（明治三三年

法律第六五号）、鉄道事業法（昭和六一年法

律第九二号）又は軌道法（大正一〇年法律第

七六号）の適用を受けるものを除く。） 
㊱局所排気装置、プッシュプル型換気装

置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処

理装置で、厚生労働省令で定めるもの 
㊲特定化学設備及びその附属設備 
㊳ガンマ線照射装置で、透過写真の撮影

に用いられるもの 
 
 (2) 特定自主検査の対象機械等 
 本条第 2 項により事業者に特定自主検査

が義務づけられている機械等は、次のとお

りである（令第 15 条第 2 項）。 
 ①フォークリフト 
 ②令別表第七に掲げる建設機械で、動力

を用い、かつ、不特定の場所に自走すること

ができるもの 
 ③不整地運搬車 
 ④作業床の高さが二メートル以上の高所

作業車 
 ⑤動力により駆動されるプレス機械 
 
 (3) 特定自主検査の対象となる自主検査 
 現在、特定自主検査を行うべき機械等と

されている五種の機械の定期自主検査のう

ち、一年以内に一回行わなければならない

定期自主検査（不整地運搬車については二

年以内に一回行わなければならない定期自

自主検査）が、特定自主検査である（則第

135 条の 3 第 1 項ほか）。 
 
 (4) 特定自主検査を実施する者の資格 
 特定自主検査は、事業者の使用する労働

者で一定の資格を有するもの又は検査業者

に実施させなければならない。検査業者に

ついては、法第 54 条の 3 から第 54 条の 5
までに規定されている。 
 なお、特定自主検査を実施する者の資格

として、例えば、動力プレス機械について

は、次のように示されている（則 135 条の
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3 第 2 項）。 
 ①次のいずれかに該当する者で、厚生労

働大臣が定める研修を修了したもの 
イ 学校教育法による大学又は高等専門

学校において工学に関する学科を専攻して

卒業した者（独立行政法人大学改革支援・学

位授与機構により学士の学位を授与された

者（工学に関する学科を専攻した者に限る。）

若しくはこれと同等以上の学力を有すると

認められる者又は当該学科を専攻して専門

職大学前期課程を修了した者を含む。）で、

動力プレスの点検若しくは整備の業務に二

年以上従事し、又は動力プレスの設計若し

くは工作の業務に五年以上従事した経験を

有するもの 
ロ 学校教育法による高等学校又は中等

教育学校において工学に関する学科を専攻

して卒業した者で、動力プレスの点検若し

くは整備の業務に四年以上従事し、又は動

力プレスの設計若しくは工作の業務に七年

以上従事した経験を有するもの 
ハ 動力プレスの点検若しくは整備の業務

に七年以上従事し、又は動力プレスの設計

若しくは工作の業務に十年以上従事した経

験を有する者 
ニ 法別表第一八第二号に掲げるプレス機

械作業主任者技能講習を修了した者で、動

力プレスによる作業に一〇年以上従事した

経験を有するもの 
② その他厚生労働大臣が定める者 
①の厚生労働大臣が定める研修について

は、昭和五二年労働省告示第一二四号の第

1 条で、②の厚生労働大臣が定める者につ

いては、同告示第 2 条に規定されている。 
 
 (5) 特定自主検査の検査標章 

 特定自主検査を行った事業者は、機械の

見やすい箇所に、特定自主検査を行った年

月を明らかにすることができる検査標章を

はり付けなければならない（則第 135 条の

3 第 4 項ほか）。 
 
 (6) 自主検査指針 
 本条第 3 項の規定に基づき、次の自主検

査指針が公表されている。 
 ①移動式クレーンの定期自主検査指針

（昭和五六年自主検査指針公示第一号） 
 ②化学設備等定期自主検査指針（昭和五

九年自主検査指針公示第七号） 
③天井クレーンの定期自主検査指針（昭

和六〇年自主検査指針公示第八号） 
④ショベルローダー等の定期自主検査指

針（昭和六〇年自主検査指針公示第九号） 
⑤ゴンドラの定期自主検査指針（昭和六

一年自主検査指針公示第一〇号） 
⑥不整地運搬車の定期自主検査指針（平

成三年自主検査指針公示第十二号） 
⑦高所作業車の定期自主検査指針（平成

三年自主検査指針公示第十三号） 
⑧フォークリフトの定期自主検査指針

（平成五年自主検査指針公示第一五号） 
⑨フォークリフトの定期自主検査指針

（労働安全衛生規則第 151 条の 22 の定期

自主検査に係るもの）（平成八年自主検査指

針公示第一七号） 
 ⑩ボイラーの定期自主検査指針（平成一

〇年自主検査指針公示第一号） 
 ⑪天井クレーンの定期自主検査指針（ク

レーン等安全規則第 35 条の自主検査に係

るもの）（平成一〇年自主検査指針公示第二

号） 
 ⑫エレベーターの定期自主検査指針（ク
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レーン等安全規則第 155 条の自主検査に係

るもの）（平成一〇年自主検査指針公示第三

号） 
 ⑬局所排気装置の定期自主検査指針（平

成二〇年自主検査指針公示第一号） 
 ⑭プッシュプル型換気装置の定期自主検

査指針（平成二〇年自主検査指針公示第二

号） 
 ⑮除じん装置の定期自主検査指針（平成

二〇年自主検査指針公示第三号） 
 ⑯動力プレスの定期自主検査指針（平成

二四年自主検査指針公示第一号） 
 ⑰車両系建設機械の定期自主検査指針

（労働安全衛生規則第 167 条の自主検査に

係るもの）（平成二七年自主検査指針公示第

二〇号） 
 
 (7) 罰則 
 事業者が、本条に違反して、①定期に自主

検査を行わない場合、②定期に自主検査を

行ったとしても、その結果を記録しておか

ない場合、③特定自主検査を、一定の資格を

有する者又は検査業者に実施させない場合

には、50 万円以下の罰金に処せられる（法

第 120 条第 1 号）。 
 
３．３ 沿革 
元行政官にインタビューしたところ以下

の情報提供をいただいた。 
「(1) 定期自主検査と同様の目的の検査

等は、安衛法制定前では、旧「労働安全衛生

規則」（昭和 22 年 10 月 31 日労働省令第 9
号）（公布時の官報：法令資料 No.）等に見

出すことができる。 
例えば、次のような規定がある。 
・乾燥室作業主任者の職務として、毎月

一回以上乾燥室の電気設備を点検すること

（第 164 条第 10 号） 
・内圧容器（現行、第２種圧力容器）は、

毎年一回以上、点検及び内外の掃除を行う

べきこと（第 168 条） 
・揚重機（現行、クレーン）は、一年以内

に期日を定めて定期検査を行うべきこと、

毎月一回期日を定めて月例検査を行うべき

こと（第 359 条及び第 360 条） 
・軌道装置の一定の部分について、３年

を超えない期間、一年を超えない期間、毎月

少なくとも一回を超えない期間毎に検査す

べきこと（第 430 条及び第 431 条） 
さらに、昭和 34 年に定められた「ボイラ

及び圧力容器安全規則」（昭和 34 年労働省

令第３号）において、第二種圧力容器の年次

点検（第 73 条）と小型ボイラについての年

次点検（第 79 条）が規定された。また、揚

重機関係の定期検査等については、「クレー

ン等安全規則」（昭和 37 年労働省令第 16
号）制定に伴い、同規則に引き継がれたこと

は確認できた。 
(2) 本条は、労働安全衛生法制定後、二度

の改正が行われている。労働安全衛生法制

定時は、現行の第 1 項のみが存在していた。

その後、昭和 52 年法律第 76 号での改正に

おいて、第 2 項から第 4 項が追加され、「特

定自主検査」と「検査業者」の制度が盛り込

まれた。平成 11 年法律第 160 号の改正は、

大臣名と省令名を厚生労働大臣、厚生労働

省令に改める形式的な改正であった。平成

2 年の政令改正により、定期自主検査と特

定自主検査を実施すべき機械等が追加され、

現行と同じ機械等の種類となった。」 
 
３．４ 適用の実際 
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３．４．１ 統計資料 
 厚生労働省労働基準局監督課が令和 4 年
7月 29日に公表した労働基準関係法令違反
に係る公表事案（令和 3 年 8 月 1 日～令和
4 年 7 月 29 日公表分 ＊各都道府県労働局
が公表した際の内容を集約したもの）によ
ると、送検事件は 0 件であった。 
 厚生労働省労働基準局監督課が令和 3 年
5月 31日に公表した労働基準関係法令違反
に係る公表事案（令和 2 年 5 月 1 日～令和
3 年 4 月 30 日公表分 ＊各都道府県労働局
が公表した際の内容を集約したもの）によ
ると、送検事件は 1 件であった。なお、事
案概要は、化学設備について、２年以内ごと
に１回、法定の事項について定期自主検査
を行っていなかったというものである。 
厚生労働省労働基準局「労働基準監督年

報」（令和 2年）によれば、労働安全衛生法
第 45 条違反件数は 5433 件であった。そし
て、送検事件は、2 件（化学工業 1件、金属
製品製造業 1件）であった。 
厚生労働省労働基準局「労働基準監督年

報」（平成 31 年・令和元年）によれば、労
働安全衛生法第 45 条違反件数は 6047 件で
あった。そして、送検事件は、2件（その他
の製造業 1 件、道路貨物運送業 1 件）であ
った。 
厚生労働省労働基準局「労働基準監督年

報」（平成 30 年）によれば、労働安全衛生
法第 45 条違反件数は 6511 件であった。そ
して、送検事件は、2件（建築工事業 1件、
その他の建設業 1件）であった。 
厚生労働省労働基準局「労働基準監督年

報」（平成 29 年）によれば、労働安全衛生
法第 45 条違反件数は 6455 件であった。そ
して、送検事件は、3 件（金属製品製造業 1

件、土木工事業 1 件、清掃・と畜業 1 件）
であった。 
厚生労働省労働基準局「労働基準監督年

報」（平成 28 年）によれば、労働安全衛生
法第 45 条違反件数は 7020 件であった。そ
して、送検事件は、6件（化学工業 1 件、金
属製品製造業 2 件、建築工事業 1 件、商業
2 件）であった。 
厚生労働省労働基準局「労働基準監督年

報」（平成 27 年）によれば、労働安全衛生
法第 45 条違反件数は 7667 件であった。そ
して、送検事件は、2 件（金属製品製造業 2
件）であった。 
厚生労働省労働基準局「労働基準監督年

報」（平成 26 年）によれば、労働安全衛生
法第 45 条違反件数は 7325 件であった。そ
して、送検事件は、4件（化学工業 1 件、窯
業土製品製造業1件、金属製品製造業1件、
その他の製造業 1件）であった。 
厚生労働省労働基準局「労働基準監督年

報」（平成 25 年）によれば、労働安全衛生
法第 45 条違反件数は 6642 件であった。そ
して、送検事件は、1件（鉄鋼業 1件）であ
った。 
 
３．４．２ アンケート結果 
 「令和 2 年度本研究プロジェクトによる

行政官・元行政官向け法令運用実態調査（三

柴丈典担当）」では、以下の回答が寄せられ

ている。 
(1) プレス機械等災害の発生した機械につ
いて、特定自主検査（以下「特自検」という）
を実施していない機械が認められるが、特
自検が実施されていないほとんどの機械は
定期自主検査（以下「自主検査」という）も
実施されていない。プレス機械等の特自検
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が必要な機械については本来自主検査を実
施したうえで特自検を行っていない場合に
特自検の違反が成立しうるものと考えられ
る。行政的には特自検違反を措置すること
で両方の違反を回避できるため、労働安全
衛生法第 45 条第 1 項、同条第 2 項の条文
を併記して指摘を行うか、特自検のみの違
反にて指摘し、是正を求めている（00170 不
明）。 
(2) フォークリフトの年次点検(特定自主
検査)が未実施であったため、本条文を適用
した(00130 監督官・技官)。 
(3) 主に労働安全衛生法第 45 条に紐づく
労働安全衛生規則第 151 条の 21 第 1 項の
適用例として、フォークリフトの年次検査
(特自検)の未実施等がある(00167 監督官)。 
(4) 主に労働安全衛生法第 45 条に紐づく
労働安全衛生規則第 151 条の 24 の適用例
がある。事業者 A は特定自主検査事業者で
ある B に依頼して、特定自主検査を行って
いただが、Ｂは特定自主検査を実施する必
要が生じた。労働安全衛生規則第 151 条の
21においてフォークリフトの定期自主検査
を義務付け、同定期自主検査については労
働安全衛生規則第 151 条の 24 で特定自主
検査を行っていなかった場合には労働安全
衛生規則第 151 条の 21 違反となり、労働
安全衛生規則第 151 条の 24 だけの違反と
なるのは、労働安全衛生規則第 151 条の 21
に基づく定期自主検査を行っていたものの、
特定自主検査を行う資格がないものが実施
した場合に限られている(00206 監督官)。 
(5) 主に安衛法 45 条 1 項に紐づく特化則
31 条 1 項の適用例がある。具体的には、特
定化学設備又はその附属設備の定期自主検
査違反等に対するものである(00057 監督

官)。 
(6) 主に労働安全衛生法第 45 条に紐付く
クレーン等安全規則第 34 条の適用例があ
る。クレーン設置後年 1 回の自主検査につ
いて、定期自主検査指針に基づいて検査を
実施していなかったため当該条文に抵触を
したものである（00089監督官）。 
(7) 主に労働安全衛生法第 45 条に紐付く
労働安全衛生規則第 151 条の 21 の適用例
がある。フォークリフトについて、1 年を超
えない期間ごとに 1 回、定期自主検査を実
施していないことによるものである。 
(8) 安衛法 45 条に基づく各種の定期自主
検査は、よく適用する項目となる。大企業で
はほとんど違反はないが、町工場などでは
忘れられていることもよくある(00027 監
督官)。 
(9) 主に労働安全衛生法第 45 条に紐づく
安全衛生規制第 151 条の 21 の適用例があ
る。フォークリフトについて、１年以内ごと
に１回、定期に特定自主検査を行っていな
いことによるものである(00054 監督官)。 
 
３．４．３ 送検事例等 
 以下は、労働新聞又は安全スタッフ（労働
新聞社）にて掲載されていた内容を一部加
工の上で引用したものである。 
なお、下線部は報告者によるものである。 

３．４．３．１ 定期自主検査 
(1) 平成 29 年 11 月 16 日、熊本・八代労働
基準監督署は、労働者にトラクター・ショベ
ルを運転させる前に特別教育を実施してい
なかったなどとして、倉庫業者（兵庫県神戸
市）および同社八代支店（熊本県八代市）管
理部長課長を労働安全衛生法第 59 条（安全
衛生教育）違反の容疑で熊本地検八代支部
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に書類送検した。平成 29年７月、同社八代
支店第二工場内で働いていた委託事業場の
労働者が死亡する労働災害が発生している。
死亡した労働者は、同社労働者が運転して
いたトラクター・ショベルに挟まれている。
労災後の調査で、特別教育を実施していな
いことが明らかになった。さらに、同社と八
代支店管理部副部長がトラクター・ショベ
ルの定期自主検査を行っていなかったこと
も判明し、同法第 45 条（定期自主検査）違
反の容疑で処分されている。なお、同社は平
成 29 年 10 月にも、労災かくしの容疑で送
検されていた 5。 
(2) 平成 31 年３月 14 日、愛知・豊橋労働
基準監督署は、フォークリフトの定期自主
検査を怠っていたなどとして、製造業の会
社と同社営業部長補佐を労働安全衛生法第
45 条（定期自主検査）違反などの疑いで名
古屋地検豊橋支部に書類送検した。本件で
は、平成 30 年 11 月、同社関連会社所属の
労働者が死亡する労働災害が発生している。
被災した労働者は、フォークリフトを運転
して同社資材置き場前に置かれていたコン
テナを運搬しようとしていたところ、県道
にはみ出てトラックと衝突。車外に投げ出
されて頭部を打ち付けている。同労基署が
災害調査を行ったところ、フォークリフト
は同社が所有するものと判明した。さらに、
平成 25 年４月３日以降、１年を超えない期
間ごとに１回の実施が義務付けられている
定期自主検査が行われていない、フォーク
リフトに前照灯・後照灯が備え付けられて
いないといった違反が発覚した。同労基署
は、「定期自主検査をしていれば、前照灯が
備え付けられていなかったことは分かった
はず」という 6。 

(3) 令和元年 8 月 6 日、北海道・小樽労働
基準監督署は、移動式クレーンの法定検査
を実施しなかったとして、建設業の会社と
同社代表取締役を労働安全衛生法第 45 条
（定期自主検査）違反の容疑で札幌地検小
樽支部に書類送検した。平成 31年２月、別
法人に雇用される労働者が死亡する労働災
害が発生していた。労災は、移動式クレーン
で吊られていた鉄板が落下し、労働者に直
撃するものだった。同社は、１カ月以上使用
していなかった移動式クレーンを再度使用
する際、法定の自主検査を実施していなか
った疑い 7があった。 
 
３．４．３．２ 特定自主検査 
(1) 福岡東労働基準監督署は、年に１度義
務付けられているドラグ・ショベルの特定
自主検査を行わなかったとして、神奈川県
横浜市の機械リース業を営む会社と、同社
前福岡支店長を労働安全衛生法第 45 条（定
期自主検査）違反の疑いで福岡地検に書類
送検した。同社は平成 22 年４月から同 24
年７月まで、無資格者にドラグ・ショベルの
特定自主検査を行わせた。他支店の２人の
有資格者の氏名を無断で使い、検査を適法
に実施したように偽装した疑いがあった。
平成 24 年 11 月に発生した労災の調査中、
「自分の名前が無断で使われたようだ」と
いう労働者の情報提供により発覚した 8。 
(2) 平成 27 年 6 月 19 日、大阪・淀川労働
基準監督署は、動力プレスの特定自主検査
を実施していなかったとしてプレス加工製
造会社と同社代表取締役を安衛法違反の疑
いで大阪地検に書類送検した。動力プレス
の光線式安全装置が検査項目となっていた
が、検査が実施されていなかった。安全距離
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が不足したまま作業を行った結果、安全装
置が作動せず、労働者が金型に指を挟まれ、
３指を切断する災害が発生した 9。 
(3) 厚生労働省は、労働安全衛生法に基づ
く特定自主検査を行う際に検査者資格のな
い者に検査を行わせたとして、特定自主検
査の検査業者である会社に対し、６カ月間
の特定自主検査業務の停止を命じた。大臣
登録の検査業者に対する業務停止命令は２
年ぶり。同社は平成 28 年 10 月、愛媛県内
の東予工場で、他社の求めに応じてフォー
クリフトの検査を実施する際、無資格者に
行わせた。その後の厚労省の立入り調査で
明らかになっている 10。 
(4) 令和 2年 9月 29日、秋田労働基準監督
署は、運転中のローラーとの接触防止措置
を講じなかったとして、会社と同社取締役
を労働安全衛生法第 20 条（事業者の講ずべ
き措置等）違反の容疑で秋田地検に書類送
検した。令和２年３月、労働者が両下肢全廃
の後遺症が残る重症のケガを負う労働災害
が発生している。同社は、舗装工事や土木工
事に関する事業活動を行っている。労災は、
駐車場舗装工事現場内で発生した。アスフ
ァルト合材の敷きならし作業および敷きな
らした合材の転圧作業を行っていた際、労
働者がバックしてきたローラーと接触して
いる。同社は労災発生時、作業場所に立入禁
止措置を講じたり、誘導員を配置するなど
の措置を行っていなかった疑い。また同社
は、ローラーに関して１年に１回実施すべ
き特定自主検査を実施していなかったとし
て、同法第 45 条（定期自主検査を実施すべ
き機械等）違反の容疑でも送検されている
11。 
(5) 令和 3年 11月 4 日、山梨・甲府労働基

準監督署は、非鉄金属鋳物業の会社と同社
製造部長について、特定自主検査を実施し
ていない動力プレスを労働者に使用させた
として、安衛法違反の疑いで甲府地検に書
類送検した。同社の工場内で労働者に試作
品の製造を行わせていたところ、合成樹脂
パレットに載せていた動力プレスが倒れた。
労働者は動力プレスの下敷きになって死亡
した 12。 
(6) 令和 4 年 3 月 28 日、神奈川労働局は、
動力プレスの特定自主検査を無資格者に行
わせ、当日不在だった有資格者が行ったよ
うに台帳を偽るとともに、虚偽の陳述をし
たとして、登録検査業者の会社役員３人を
労働安全衛生法第 103 条（書類の保存等）・
第 96 条（厚生労働大臣等の権限）違反など
の疑いで横浜地検相模原支部に書類送検し
た。併せて同社に対して半年間の検査業務
停止処分を行っている。同労働局によると、
虚偽陳述で検査業者を送検するのは全国初。
被疑者は、同社の常務取締役兼営業部部長、
専務取締役兼工事部部長、取締役兼業務部
部長の３人。３人は昨年 11～12月、顧客の
動力プレス機械の特定自主検査を行う際、
無資格者に検査を行わせるとともに、台帳
に有資格者が行ったと虚偽記載した疑い、
ならびに虚偽記載について調査した同労働
局の担当者に虚偽の陳述をした疑いが持た
れている。同労働局によると、同社には、有
資格者が２人在籍しており、平常時には有
資格者を含む５～６人で班を組み、製造業
者などの客先で検査を行っていた。ところ
が、年末繁忙期である昨年 11～12 月は、無
資格者のみで現場に出向く日が発生。有資
格者証の提示を拒んだことについて顧客か
ら抗議を受けた同社が、同労働局に対して
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「本当にこのやり方ではいけないのか」と
問い合わせたことから違反が発覚した。同
労働局の調べに対して被疑者らは当初、「複
数班で客先を回った。有資格者は同じ現場
の別の班にいた」と主張していたが、後に虚
偽の陳述であったと認めたという。 
有資格者に特定自主検査を行わせなかった
ことを受けて同労働局は、同社を３月 28 日
から半年間の同検査業務停止処分とした。
同労働局によると、検査業者に対して行政
処分と司法処分を同時に行うことは珍しく、
とくに虚偽の陳述での送検は全国初。行政
や顧客との信頼関係を揺るがす悪質性の高
い事案とみており、管内の登録検査業者
160 社に「厳正な検査を求める」といった注
意喚起の文書を発出する方針だ。同社が無
資格者に検査させたのは、顧客３社が所有
する 12台の動力プレス機械。いずれもすで
に有資格者による再検査が完了している。
無資格者による検査は無効で、労働災害が
起これば、検査済みでない機械を使わせた
使用者の責任が問われる。同労働局は「労働
者の安全のため、自社の機械を検査させる
際は資格証の提示を求めるなど、自己防衛
に努めてもらいたい」と話した 13。 
 
３．４．３．３ インタビュー 
 元行政官にインタビューをしたところ、
今後の議論が期待される点として、以下の
情報提供をいただいた。 
「(1) 定期自主検査の対象機械等や検査

の頻度について、現在は一律に定められて
いるが、国が労働安全衛生について個別規
制から事業者の自律的管理への移行を進め
る時代にあっては、リスクアセスメントの
結果に基づき、事業者が必要に応じて、検査

頻度、検査項目、検査者などを定めることが
できるようにすべきではないか。このため、
機械等のメーカーも製品のリスクアセスメ
ントを実施し、当該機械等の設置使用に当
たっての残留リスクを使用者側に伝えるこ
とが重要となる（15 年以上前から「機械等
の包括的な安全基準に関する指針」（平成19
年基発 0731001 号）により行政指導がなさ
れ、残留リスクの通知については大臣の指
針（平成24年 3月16日厚労省告示 132号）
がある）。 

(2) 「本条 3 項の定期自主検査指針や法
28条の技術上の指針及び健康障害防止指針、
法 28 条の 2 のリスクアセスメント指針な
ど数多くの指針が大臣告示として公布され
ている。現在、化学物質管理が先行し、事業
者の自律的管理を基本とする法体系に移行
されようとしているが、労働災害や職業性
疾病の発生を予防するために事業者が行う
措置と、こうした指針との関係を法律的に
整理する必要がある。自律的管理の世界で
は、適切な措置を講じていたことの説明責
任は事業者にあるが、仮に、国の指針（告示、
公示、通達）に従った措置を講じていて業務
上の災害などが発生した場合は免責される
のか。他方、新しい技術が開発され、また新
たな知見が蓄積されていく中で、こうした
国の指針の維持管理をどうするのかという
問題もある。」 
 
３．５ 関係判例 
(1) プレス機械作業中に傷害を負った事故

で、会社は、安全保証義務の債務不履行責任

を負うとされた例（京都地判昭和 61 年 6 月

10 日） 
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<事実の概要> 
 本件事故は、ブレーキシューを固定する

支点ピンがはずれかかって、ブレーキが効

かなくなり、プレス上型板が急に落下した

ために生じた。本来、右の支点ピンがはずれ

ることのないようにするため、支点ピンの

端部付近にあけた直径約六ミリメートルの

穴に、太さ約五・五ミリメートルの割ピンが

装着されており、割ピンが装置されている

限り支点ピンがはずれかかるといった事態

は生じない。そして、割ピンの材質は軟鋼線

で、これが装着の際には文字どおり先端部

分を二つに割り、それぞれ六〇度ないし九

〇度前後に折り曲げるのであるが、材質の

関係上一旦折り曲げると、もとに戻ること

はなく、しかも本体と割ピンとの間に座金

を入れて割ピンが本体に接触して傷むこと

のないように保護する仕組になっており、

このようにしてある限り割ピンが脱落する

こともない。 
 もっとも、割ピンが装着されていないと

か、脱落したとかしても、支点ピンにかかる

力の均衡により、同支点ピンが必ずしも直

ぐにはずれかかるという訳ではなく、その

ままで運転操作も可能であり、支点ピンが

はずれかかって同ピンにかかる力の均衡が

崩れないと、その異常が摩擦音となって現

れて来ない。 
 割ピンがどのような状態で装着されてい

るかの点は、被告しのはらプレスサービス

が用意した特定自主検査記録表の点検箇所

及びプレスの毎日点検表の点検項目に挙げ

られていないけれども、前者の点検箇所と

してブレーキが挙げられており、その点検

内容として、締付ボルト、ナットの緩み、脱

落など細部に亘る項目が示されているので

あるから、これらの点検がなされれば、外部

からの観察が可能な位置にある問題の割ピ

ンの状態も、容易に把握することができる。 
本件プレス機は、昭和五〇年七月頃に被

告田辺自動車が訴外篠原機械製作所から購

入したもので、被告まさゆきが取締役工場

長として専ら管理責任者の立場にあり、作

業開始前に同被告が作動させて、空気の圧

縮や試し打をして機能点検などをした後、

原告（昭和三八年五月六日生）らに命じて運

転操作をさせていたほか、毎月一日と一五

日頃に、ブレーキ、クラッチ、給油の状態な

ど全般に亘って点検していたのであるが、

問題の割ピンの状況の確認は看過した。更

に、本件プレス機については、労働安全衛生

法四五条、同法施行令一五条、一三条及び同

施行規則一三五条、一三五条の三所定の年

一回の定期自主検査を実施していなかった。 
 本件事故当日も被告まさゆきが本件プレ

ス機による試し打などをして格別異常のな

いことを確認したうえ、原告に命じて鉄板

の打ち抜き作業をさせた。ところが、原告が

約一時間位作業をし、三〇〇枚前後の製品

を作った段階で本件事故が発生した。 
 本件事故発生のすぐ後に、関係者が調査

したところ、本件プレス機用の座金と折り

曲げられたことのない割ピン各一点が床面

に落ちていた。 
以上の経緯より、原告は、原告の直接の上

司である被告まさゆきに対し、故障しがち

でくせのある機械であることを知りながら、

何ら抜本的修理をすることもなく、又一切

の安全教育や注意等することなく、雇入れ

間なしで経験不足の原告に対し、敢えて危

険極まりない本件プレス機操作を単独で為

すことを命じた過失があるとして、民法七
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〇九条に基づく損害賠償請求をした。 
また、原告は、使用者である被告田辺自動

車に対し、民法七一五条一項に基づく損害

賠償請求、及び、被告田辺自動車と原告間の

雇用契約上、同被告において原告を働かせ

るにつき危険が原告に及ばないように日頃

点検作業を行い、安全保護すべき義務（安全

保証義務）があることを理由に、債務不履行

に基づく損害賠償請求をした。 
 
＜判旨～請求認容～＞ 
 「被告まさゆきは、取締役工場長として、

本件プレス機を含む板金部門の万般につき

専ら管理責任を負う立場にあったところ、

毎日始業点検（労働安全衛生規則一三六条）

を実施していたうえ、毎月一日と一五日頃

にも全般に亘り点検を実施していたのであ

るが、一年以内ごとに一回の実施が義務づ

けられている検査業者による検査が一度も

履行されていなかったのであるから、日常

の右点検はそれなりに入念になされなけれ

ばならなかったというべきである。そして、

かかる観点からの入念な点検が実施されて

おれば、割ピンの状況を把握でき、本件事故

の発生を未然に防止できたのに、被告まさ

ゆきにおいてこれを懈怠したといわなけれ

ばならない。したがって、被告まさゆきは、

本件事故により生じた損害を賠償すべき責

任がある。……被告田辺自動車は、本件プレ

ス機を所有する事業者として、プレスのブ

レーキその他制御のために必要な部分の機

能を常に有効な状態に保持しなければなら

ず（労働安全衛生規則一三二条）、また前叙

のとおり一年以内ごとに一回、定期に検査

業者をしてブレーキ系統の異常の有無を検

査させなければならないのに、これを実施

していないのである。いうまでもなく、かか

る検査は本件の如き事故を防止し、労働者

の安全と健康を確保するため、事業者に課

せられた義務であり、これが懈怠は労働者

に対する安全配慮義務違反というべく、被

告田辺自動車は、債務不履行責任を負わな

ければならないし、民法七一五条一項の規

定による不法行為責任も負うというべきで

ある。」 
 
＜判例から汲み取り得る示唆＞ 
 本判決は、特定自主検査に関し、「事故を

防止し、労働者の安全と健康を確保するた

め、事業者に課せられた義務」と解した。そ

の上で、当該義務違反につき、「労働者に対

する安全配慮義務違反」を構成し、使用者は

が債務不履行責任や使用者責任を負う旨を

述べた。 
 本件において、使用者は、上記義務違反だ

けでなく、プレスのブレーキその他制御の

ために必要な部分の機能を常に有効な状態

に保持しなければならなかった（労働安全

衛生規則 132 条）にもかかわらず、これに

ついても懈怠していた。 
このような事案の性格に鑑み、裁判所は、

安全配慮義務の具体的内容を検討するに当

たり、労働安全衛生規則が定める安全衛生

の基準についても十分に参酌したものと思

われる。 
なお、上司（取締役工場長）に対しても、

特定自主検査が実施されていないことを踏

まえ、不法行為責任を認めている。 
 
(2) 二階建倉庫に設置された荷物運搬用の

昇降機による荷降ろし作業中リフトに挟ま

れて死亡した事故につき、昇降機の据付・納
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入業者に指示・警告義務を怠つた過失があ

るとして不法行為責任が認められた例（山

口地判平成 3 年 2 月 27 日） 
 
＜事実の概要＞ 
 亡良治は、訴外会社に昭和六二年四月入

社し、現場作業員として主として製品の出

荷・搬出等の業務に従事していたところ、同

年九月一〇日午後四時五五分頃訴外会社倉

庫一階において、本件クマリフトを使用し

て二階から降ろされてくる製品の搬出作業

に従事していた際、本件クマリフトに上半

身を挟まれ、胸部・頸部圧迫により同日午後

五時頃同所において死亡した。本件クマリ

フトは扉を閉めないとリフトが昇降しない

という構造にはなっておらず、安全装置で

あるドアスイッチに触れると扉が閉まって

いない状態であってもリフトが作動する危

険があった。事故当時本件クマリフトが作

動してリフトが上昇したのは、亡良治がド

アスイッチを指で押さえるか、あるいは体

の一部が何らかの事情でドアスイッチに触

れた瞬間、二階にいた訴外会社従業員がた

またま移動ボタンを押して操作したことに

よるものである。 
 以上の経緯より、亡良治の遺族である原

告らは、本件クマリフトの納入業者でその

据付工事を担当した被告オーカ装置及び亡

良治の勤務先会社から本件クマリフトの設

置を含む倉庫新築工事を請け負った被告林

工務店にそれぞれ過失があると主張して、

不法行為に基づく損害賠償請求をした。 
 
＜判旨～一部認容～＞ 
「……なお原告らは、被告林工務店に本件

クマリフトに関し労働安全衛生法、クレー

ン等安全規則により定期自主検査が義務づ

けられていることを訴外会社に教示しなか

った過失があると主張するけれども、〈証

拠〉によれば、本件クマリフトは労働安全衛

生法施行令一条九号の簡易リフトに該当し、

クレーン等安全規則により年一回、月一回

の定期自主検査義務が事業者に課されてい

るところ、被告オーカ装置は、被告林工務店

に対し、本件クマリフトに関し定期自主検

査の説明をしていないことが認められ、本

件クマリフトの設置を含む倉庫新築工事を

請け負った被告林工務店において、訴外会

社に対し本件クマリフトに関し右のような

定期自主検査を教示すべき義務があるとま

では認め難いから、原告らの右主張は採用

できない。」 
 
＜判例から汲み取り得る示唆＞ 
 原告らは、本件クマリフトの設置を含む

倉庫新築工事を請け負った被告林工務店に

対し、本件クマリフトに関し労働安全衛生

法、クレーン等安全規則により定期自主検

査が義務づけられていることを訴外会社に

教示しなかった過失を主張したが、排斥さ

れている。 
判決理由では、そもそも、被告オーカ装置

が、被告林工務店に対し、本件クマリフトに

関し定期自主検査の説明をしていないこと

を挙げている。それゆえ、仮に被告オーカ装

置が被告林工務店に対し上記説明を尽くし

ていた場合は、結論が変わり得た可能性も

否定できない。 
 
４ 第 46 条 
 
４．１ 条文 
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（登録製造時等検査機関の登録） 
第四十六条 第三十八条第一項の規定に

よる登録（以下この条、次条、第五十三条

第一項及び第二項並びに第五十三条の二

第一項において「登録」という。）は、厚

生労働省令で定めるところにより、厚生

労働省令で定める区分ごとに、製造時等

検査を行おうとする者の申請により行

う。 
２ 次の各号のいずれかに該当する者

は、登録を受けることができない。 
一 この法律又はこれに基づく命令の規

定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、

その執行を終わり、又は執行を受けるこ

とがなくなつた日から起算して二年を経

過しない者 
二 第五十三条第一項又は第二項の規定

により登録を取り消され、その取消しの

日から起算して二年を経過しない者 
三 法人で、その業務を行う役員のうち

に前二号のいずれかに該当する者がある

もの 
３ 厚生労働大臣は、第一項の規定によ

り登録を申請した者（以下この項におい

て「登録申請者」という。）が次に掲げる

要件の全てに適合しているときは、登録

をしなければならない。 
一 別表第五に掲げる機械器具その他の

設備を用いて製造時等検査を行うもので

あること。 
二 製造時等検査を実施する者（別表第

六第一号に掲げる条件のいずれかに適合

する知識経験を有する者に限る。以下「検

査員」という。）が同表第二号に掲げる数

以上であること。 
三 検査員であつて別表第七に掲げる条

件のいずれかに適合する知識経験を有す

る者が検査員を指揮するとともに製造時

等検査の業務を管理するものであるこ

と。 
四 登録申請者が、特別特定機械等を製

造し、又は輸入する者（以下この号にお

いて「製造者等」という。）に支配されて

いるものとして次のいずれかに該当する

ものでないこと。 
イ 登録申請者が株式会社である場合に

あつては、製造者等がその親法人（会社

法（平成十七年法律第八十六号）第八百

七十九条第一項に規定する親法人をい

い、当該登録申請者が外国にある事務所

において製造時等検査の業務を行おうと

する者である場合にあつては、外国にお

ける同法の親法人に相当するものを含

む。）であること。 
ロ 登録申請者の役員（持分会社（会社

法第五百七十五条第一項に規定する持分

会社をいう。）にあつては、業務を執行す

る社員）に占める製造者等の役員又は職

員（過去二年間に当該製造者等の役員又

は職員であつた者を含む。）の割合が二

分の一を超えていること。 
ハ 登録申請者（法人にあつては、その

代表権を有する役員）が、製造者等の役

員又は職員（過去二年間に当該製造者等

の役員又は職員であつた者を含む。）で

あること。 
４ 登録は、登録製造時等検査機関登録

簿に次に掲げる事項を記載してするもの

とする。 
一 登録年月日及び登録番号 
二 氏名又は名称及び住所並びに法人に

あつては、その代表者の氏名 
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三 事務所の名称及び所在地 
四 第一項の区分 

 
４．２ 趣旨と内容 
４．２．１ 趣旨 
 特定機械等について行われる製造時等検

査は、当該特定機械等が構造規格に適合し

ているか等について技術的に判断し、その

結果に基づいて検査証の交付の可否を決定

するものであるから、このような判断をな

し得る設備や人的能力が備わった機関にふ

さわしい社会的信頼性、技術能力等が備わ

ってなければならない。 
 本条は、登録製造時等検査機関の登録区

分、登録基準等について定めたものである。 
 なお、平成 26 年法第 82 号により、日本

国内に事務所を有しない外国の機関も本条

による登録ができることとされた 14。 
 
４．２．２ 内容 
 (1) 登録の区分 
 本条第 1 項の厚生労働省令で定める区分

は、次のとおりである（登録省令第 1 条の

2 の 45）。 
 ①令第 12 条第 1 項第 1 号のボイラー 
 ②令第 12 条第 1 項第 2 号の第一種圧力

容器 
 
 (2) 登録の申請 
 本条第 1 項の登録の申請をしようとする

者は、登録製造時等検査機関登録申請者（様

式第 4 号の 2）に、次の書類を添えて、厚生

労働大臣に提出しなければならない（登録

省令第 1 条の 3）。 
 ①定款又は寄附行為及び登記事項証明書

（個人の場合は、住民票の写し） 

 ②申請者が本条第 2 項各号及び第 3 項第

4 号のイからㇵまでの規定に該当しないこ

とを説明した書面 
 ③役員の氏名、略歴及び社員、株主等の構

成員の氏名 
 ④製造時等検査に用いる機械器具その他

の設備の種類、数及び性能 
 ⑤本条第 3 項第 3 号に規定する者及び検

査員の経歴及び数 
 ⑥製造時等検査の業務以外の業務を行っ

ているときは、その業務の種類及び概要 
 なお、⑤の「検査員の経歴」については、

最終学歴、実務経験及び必要な研修の履歴

がある（平一六・三・一九 基発第〇三一九

〇〇九）。 
 また、本条第 1 項で、「製造時等検査を

行おうとする者」とは、法人又は個人である

こと（同前）。 
 
 (3) 登録の基準等 15 
 厚生労働大臣は、本条第 1 項の登録の申

請があった場合、その内容が次の登録の基

準の要件にすべて適合しているときに、登

録を行うものとする（本条第 3 項）。 
 ①法別表第 5 の機械器具その他の設備

（○イ超音波厚さ計、○ロ超音波探傷器、○ハフ

ァイバースコープ、○ニひずみ測定機、○ホフ

ィルム観察器、○ヘ写真濃度計）を用いて製

造時等検査を行うものであること 
 ②製造時等検査を実施する「検査・検査

員」が法別表第 6 第 1 号の次の条件のいず

れかに適合する知識経験者であり、検査・検

査員の数が年間の製造時等検査の件数を

800 で除して得た数（法別表第 6 第 2 号）

以上であること 
 イ 大学又は高等専門学校において工学

－1192－



分担研究報告書（淀川 亮） 

  

に関する学科を修めて卒業した者で、○イ特

別特定機械等の構造、○ロ材料及び試験方法、

○ハ工作及び試験方法、○ニ附属装置及び附属

品、○ホ関係法令、強度計算方法及び検査基

準の学科研修の時間が 160 時間以上であり、

登録製造時等検査機関が行う検査実習を

10 件以上修了しているもの 
 ロ 高等学校又は中東教育学校において

工学に関する学科を修めて卒業した者で、

イの学科研修を 210 時間以上、イの検査実

習を 15 件以上修了したもの 
 ㇵ イ又はロに掲げる者と同等以上の知

識経験を有するもの 
 ③次に掲げる法別表第 7 の条件のいずれ

かに適合する知識経験を有する「検査長・主

任検査員」が他の検査・検定員を指揮すると

ともに製造時等検査の業務を管理するもの

であること 
 イ ②のイの工学関係大学等卒業者で、特

別特定機械等の研究、設計、製作若しくは検

査又は特別特定機械等に係る製造時等検査

の業務に 10 年以上従事した経験を有する

もの 
 ロ ②のロの工学関係高等学校等卒業者

で、③のイの業務に 15 年以上従事した経験

を有するもの 
 ㇵ ③のイ又はロに掲げる者と同等以上

の知識経験を有する者 
 なお、これは②の検査・検定員とは別に、

③の規定する知識を有する検査長・主任検

査員を必要とし、検査・検定の業務に関し、

次の業務を統括管理するとしている（平一

六・三・一九 基発第〇三一九〇〇九号）。 
 イ 関係法令及び業務規程に規定された

検査・検定の基準等に基づき、適正な検査・

検定が行われるよう検査・検定員の指揮を

行うこと 
 ロ 検査・検定業務に関する監査指導を行

うこと 
 ㇵ 検査・検定員の研修を行うこと 
 ④登録申請者が、特別特定機械等を製造

又は輸入する者に支配されている場合、次

のいずれかに該当しないこと 
 イ 登録申請者が株式会社である場合、支

配するものが親法人であること 
 ロ 登録申請者の役員に占める支配する

ものの役員又は職員（過去 2 年間の該当者

を含める。）の割合が 2 分の 1 を超えてい

ること 
 ㇵ 登録申請者が支配するものの役員又

は職員（過去 2 年間の該当者を含める。）

であること 
 
 (4) 登録の記載事項 
 登録は、登録製造時等検査機関登録簿に、

①登録年月日及び登録番号、②氏名又は名

称及び住所並びに法人の場合は代表者の氏

名、③事務所の名称及び所在地、④本条第 1
項の区分を記載して行われる（本条第 4 項）。 
なお、③の「事務所」とは、検査・検定員

が配置され、検査・検定を実施することがで

きる体制にある事務所をいう（平一六・三・

一九 基発第〇三一九〇〇九号）。 
 
４．３ 沿革 
［安衛法制定時の条文］ 
 
 （検査代行機関の指定） 
第四十六条 第四十一条第二項の規定に

よる指定（以下この条において「指定」と

いう。）は、労働省令で定める区分ごと

に、同項の性能検査（以下「性能検査」と
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いう。）を行なおうとする者の申請によ

り行なう。 
２ 次の各号のいずれかに該当する者

は、指定を受けることができない。 
一 この法律又はこれに基づく命令の規

定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、

その執行を受けることがなくなつた日か

ら起算して二年を経過しない者 
二 第五十三条第二項の規定により指定

を取り消され、その取消しの日から起算

して二年を経過しない者 
三 法人で、その業務を行なう役員のう

ちに第一号に該当する者があるもの 
３ 労働大臣は、第一項の申請が労働省

令で定める基準に適合していると認める

ときでなければ、指定をしてはならない。 
 
［昭和 52 年法律第 76 号による改正後］

（法令技術的改正で、内容的に変更なし） 
 
 （検査代行機関の指定） 
第四十六条 第四十一条第二項の規定に

よる指定（以下この条及び第五十三条に

おいて「指定」という。）は、労働省令で

定める区分ごとに、同項の性能検査８以

下「性能検査」という。）を行おうとする

者の申請により行う。 
第二項及び第三項（略） 

 
［平成 4 年法律第 55 号による改正後］ 
 
 （製造時等検査代行機関の指定） 
第四十六条 第三十八条第一項ただし書

の規定による指定（以下この条及び第五

十三条において「指定」という。）は、労

働省令で定める区分ごとに、製造時等検

査を行おうとする者の申請により行う。 
第二項及び第三項（略） 

 
［平成 6 年法律第 97 号による改正後］ 
 
 （製造時等検査代行機関の指定） 
第四十六条 第三十八条第一項第一号の

規定による指定（以下この条及び第五十

三条において「指定」という。）は、労働

省令で定める区分ごとに、製造時等検査

を行おうとする者の申請により行う。 
第二項及び第三項（略） 

 
［平成 11年法律第 160号及び平成 15 年

法律第 102 号による改正後］ 
 
 （登録製造時等検査機関の登録） 
第四十六条 第三十八条第一項の規定に

よる登録（以下この条、次条、第五十三条

及び第五十三条の二第一項において「登

録」という。）は、厚生労働省令で定める

ところにより、厚生労働省令で定める区

分ごとに、製造時等検査を行おうとする

者の申請により行う。 
２ 次の各号のいずれかに該当する者

は、登録を受けることができない。 
一 この法律又はこれに基づく命令の規

定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、

その執行を受けることがなくなつた日か

ら起算して二年を経過しない者 
二 第五十三条の規定により登録を取り

消され、その取消しの日から起算して二

年を経過しない者 
三 法人で、その業務を行う役員のうち

に前二号のいずれかに該当する者がある

もの 
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３ 厚生労働大臣は、第一項の規定によ

り登録を申請した者(以下この項におい

て「登録申請者」という。)が次に掲げる

要件のすべてに適合しているときは、登

録をしなければならない。 
一 別表第五に掲げる機械器具その他の

設備を用いて製造時等検査を行うもので

あること。 
二 製造時等検査を実施する者(別表第

六第一号に掲げる条件のいずれかに適合

する知識経験を有する者に限る。以下「検

査員」という。)が同表第二号に掲げる数

以上であること。 
三 検査員であつて別表第七に掲げる条

件のいずれかに適合する知識経験を有す

る者が検査員を指揮するとともに製造時

等検査の業務を管理するものであるこ

と。 
四 登録申請者が、特別特定機械等を製

造し、又は輸入する者(以下この号におい

て「製造者等」という。)に支配されてい

るものとして次のいずれかに該当するも

のでないこと。 
イ 登録申請者が株式会社又は有限会社

である場合にあつては、製造者等がその

親会社(商法(明治三十二年法律第四十八

号)第二百十一条ノ二第一項の親会社を

いう。)であること。 
ロ 登録申請者の役員(合名会社又は合

資会社にあつては、業務執行権を有する

社員)に占める製造者等の役員又は職員

(過去二年間に当該製造者等の役員又は

職員であつた者を含む。)の割合が二分の

一を超えていること。 
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代

表権を有する役員)が、製造者等の役員又

は職員(過去二年間に当該製造者等の役

員又は職員であつた者を含む。)であるこ

と。 
４ 登録は、登録製造時等検査機関登録

簿に次に掲げる事項を記載してするもの

とする。 
一 登録年月日及び登録番号 
二 氏名又は名称及び住所並びに法人に

あつては、その代表者の氏名 
三 事務所の名称及び所在地 
四 第一項の区分 

 
［平成 17 年法律第 87 号による改正後］

（第 3 項第 4 号の改正のみ） 
 
四 登録申請者が、特別特定機械等を製

造し、又は輸入する者(以下この号におい

て「製造者等」という。)に支配されてい

るものとして次のいずれかに該当するも

のでないこと。 
イ 登録申請者が株式会社である場合に

あつては、製造者等がその親法人(会社法

(平成十七年法律第八十六号)第八百七十

九条第一項に規定する親法人をいい、当

該登録申請者が外国にある事務所におい

て製造時等検査の業務を行おうとする者

である場合にあつては、外国における同

法の親法人に相当するものを含む。)であ

ること。 
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法

第五百七十五条第一項に規定する持分会

社をいう。)にあつては、業務を執行する

社員)に占める製造者等の役員又は職員

(過去二年間に当該製造者等の役員又は

職員であつた者を含む。)の割合が二分の

一を超えていること。 
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ハ 登録申請者(法人にあつては、その代

表権を有する役員)が、製造者等の役員又

は職員(過去二年間に当該製造者等の役

員又は職員であつた者を含む。)であるこ

と。 
 
［平成 26 年法律第 82 号による改正後］

現行規定 
 
(登録製造時等検査機関の登録) 
第四十六条 第三十八条第一項の規定に

よる登録(以下この条、次条、第五十三条

第一項及び第二項並びに第五十三条の二

第一項において「登録」という。)は、厚

生労働省令で定めるところにより、厚生

労働省令で定める区分ごとに、製造時等

検査を行おうとする者の申請により行

う。 
２ （略） 
３ 厚生労働大臣は、第一項の規定によ

り登録を申請した者(以下この項におい

て「登録申請者」という。)が次に掲げる

要件の全てに適合しているときは、登録

をしなければならない。 
第一号から第三号まで （略） 
四 登録申請者が、特別特定機械等を製

造し、又は輸入する者(以下この号におい

て「製造者等」という。)に支配されてい

るものとして次のいずれかに該当するも

のでないこと。 
イ 登録申請者が株式会社である場合に

あつては、製造者等がその親法人(会社法

(平成十七年法律第八十六号)第八百七十

九条第一項に規定する親法人をいい、当

該登録申請者が外国にある事務所におい

て製造時等検査の業務を行おうとする者

である場合にあつては、外国における同

法の親法人に相当するものを含む。)であ

ること。 
ロ及びハ （略） 
４ （略） 

 
４．４ 運用 
元行政官にインタビューをしたところ、

以下の情報提供をいただいた。 
「本条第３項は、規制改革の中、大臣登録

の要件は、行政の恣意で運用されることが

ないよう国会のチェックが働く法律で定め

ること（従前は大臣告示で定められていた

事項が法の別表となった）が求められたも

のといえる。検査代行機関制度は、他省に先

駆けて整備・実施されていたことがあり、安

衛法制定から暫くの時期は、他省のモデル

と言われていた。1980 年代からの検査制度

と検査機関制度の変遷は、我が国市場の対

外開放の圧力の高まり、その後の我が国経

済の停滞の中で、外国製造者の日本市場へ

アクセスの改善、さらには規制緩和、行政改

革という観点から政治主導で行われてきた。

登録製造時等検査機関が製造時等検査を行

うのは、現状、ボイラーと第一種圧力容器の

みであり、製造時等検査の対象となる特定

機械等のうち、移動式クレーンとゴンドラ

については、現在も国が検査を行っている。

国の検査官の充足状況と、検査機関側の検

査員の養成・確保の両面での条件が整うの

に時間を要している状況がある。特定機械

等に係る検査のうち、現在国（労働基準監督

署）が行っている落成検査、変更検査及び使

用再開検査は、必要とされる技術能力から

考えると登録検査機関に移行可能である、

というよりも、早期に検査機関に移行すべ
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きであろう。構造規格への適合を専門技術

的に点検しなければならない検査を検査経

験の少ない労働基準監督官が行っている状

況も見られる。近い将来、検査全般を登録機

関に移行することになると思われるが、そ

うなると、関連する設置届や変更届、製造許

可、各種報告など、検査に関わる仕組み全体

の再整理が必要になろう。」 
 
５ 第 46 条の 2 
 
５．１ 条文 
（登録の更新） 
第四十六条の二 登録は、五年以上十年

以内において政令で定める期間ごとにそ

の更新を受けなければ、その期間の経過

によつて、その効力を失う。 
２ 前条第二項から第四項までの規定

は、前項の登録の更新について準用する。 
 
５．２ 趣旨及び内容 16 
 本条は、登録製造時等検査機関等が一定

の期間ごとに更新を受けなければ登録の効

力を失うことを定めたものである。 
 なお、政令で定める期間は、5 年である

（令第 15 条の 2）。 
 また、法第 46 条第 2 項から第 4 項まで

に規定する登録に関する要件は、更新の際

にも準用される。 
 
５．３ 運用 
 元行政官にインタビューをしたところ、

以下の情報提供をいただいた。 
 「個人の登録も可能であり、登録に更新制

度を設けることにより、検査実績がないま

ま登録が維持される等のいわゆる幽霊登録

を回避できることになる。」 
 
６ 第 47 条 
 
６．１ 条文 
（製造時等検査の義務等） 
第四十七条 登録製造時等検査機関は、

製造時等検査を行うべきことを求められ

たときは、正当な理由がある場合を除き、

遅滞なく、製造時等検査を行わなければ

ならない。 
２ 登録製造時等検査機関は、製造時等

検査を行うときは、検査員にこれを実施

させなければならない。 
３ 登録製造時等検査機関は、公正に、

かつ、第三十七条第二項の基準のうち特

別特定機械等の構造に係るものに適合す

る方法により製造時等検査を行わなけれ

ばならない。 
４ 登録製造時等検査機関は、製造時等

検査を行うときは、製造時等検査の検査

方法から生ずる危険を防止するために必

要な措置として厚生労働省令で定める措

置を講じなければならない。 
 
６．２．１ 趣旨 
 登録製造時等検査機関は、検査の代行に

ついては公的な性格をもつものであるから、

平素から検査実施体制を整備し、製造時等

検査の申請があった場合には、遅滞なくこ

れを実施するようにしなければならない。 
 この趣旨を徹底するため、本条は製造時

等検査を行うことを求められた場合の応諾

義務について定めるとともに、検査の適正

な実施を図る見地から、検査員の資格につ

いて規定したものである 17。 
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６．２．２ 内容 
 (1)「公正」（本条第 3 項） 
 特定の者を不当に差別的に取り扱わない

ことである。公正でない行為の具体例とし

て、①登録製造時等検査機関、登録性能検査

機関、登録個別検定機関及び登録型式検定

機関が特定の取引関係のある者に対して検

査料に差を設けること、②受検者によって

検査・検定の結果に異なる判定基準を適用

することなどがある（平十六・三・一九 基
発第〇三一九〇〇九号）。 
 
 (2)「厚生労働省令で定める措置」（本条

第 4 項） 
 次のとおりである（登録省令第 1 条の 5）。 
 ①ボイラー等の圧力を受ける部分に著し

い損傷等が認められ、その水圧試験又は気

圧試験の実施について危険が予想されると

きは、試験を行わないこと 
 ②ボイラー等の水圧試験又は気圧試験の

実施に当たり、ボイラー等の破裂による鏡

板等の飛散、水の流出等による災害を防止

するための措置を行うこと 
 ③ボイラー等の同試験の実施に当たり、

試験を続行することによる危険が予想され

るときは、試験を中止すること 
 
６．３ 沿革 
［安衛法制定時の条文］ 
 
(性能検査の義務等) 
第四十七条 検査代行機関は、性能検査

を行なうべきことを求められたときは、

正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、

性能検査を行なわなければならない。 

２ 検査代行機関は、性能検査を行なう

ときは、労働省令で定める資格を有する

者にこれを実施させなければならない。 
 
［平成 4 年法律第 55 号による改正後］ 
 
(製造時等検査の義務等) 
第四十七条 製造時等検査代行機関は、

製造時等検査を行うべきことを求められ

たときは、正当な理由がある場合を除き、

遅滞なく、製造時等検査を行わなければ

ならない。 
２ 製造時等検査代行機関は、製造時等

検査を行うときは、労働省令で定める資

格を有する者にこれを実施させなければ

ならない。 
 
［平成 11年法律第 160号及び平成 15 年

法律第 102 号による改正後］（現行） 
 
(製造時等検査の義務等) 
第四十七条 登録製造時等検査機関は、

製造時等検査を行うべきことを求められ

たときは、正当な理由がある場合を除き、

遅滞なく、製造時等検査を行わなければ

ならない。 
２ 登録製造時等検査機関は、製造時等

検査を行うときは、検査員にこれを実施

させなければならない。 
３ 登録製造時等検査機関は、公正に、

かつ、第三十七条第二項の基準のうち特

別特定機械等の構造に係るものに適合す

る方法により製造時等検査を行わなけれ

ばならない。 
４ 登録製造時等検査機関は、製造時等

検査を行うときは、製造時等検査の検査
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方法から生ずる危険を防止するために必

要な措置として厚生労働省令で定める措

置を講じなければならない。 
 
６．４ 運用 
６．４．１ インタビュー 
 元行政官にインタビューしたところ以下

の情報提供をいただいた。 
「検査機関の健全な経営上、検査に要する

時間の効率化（特に、検査場所までの往復の

時間）や検査基数の年間を通した平準化、検

査員数の合理化を図ることが重要であるが、

検査業務の公益性の観点から、遠隔地での

検査や有効期間切れ直前での検査の依頼に

遅滞なく対応することとの両立に苦慮する

場面が多い。」 
 
６．４．２ 関係判例 
以下では、対象条文である安衛法 47 条 3

項、同法 53 条の 3 との関係において、東京

地裁平成 30 年 11 月 9 日及び同判決の控訴

審である東京高裁平成 31 年 4 月 17 日判決

を報告する。なお、事案の概要等について

は、労働安全衛生法第 41 条の逐条解説を参

照されたい。 
(1) 東京地裁平成 30 年 11 月 9 日判決 

労働安全衛生法第 41 条第 2 項が規定す

る性能検査を行う際に隔離基準との適合性

を検査すべきものであるか否かにつき、原

告は、「クレーンの性能検査について、安衛

法 53 条の 3 において読み替えて準用され

る安衛法 47 条 3 項の規定に違反したとい

うのは、構造規格に適合する方法によりク

レーンの性能検査を行わなかったことを意

味するところ、構造規格には離隔基準につ

いて触れるものは全くないから、性能検査

を行う際に離隔基準との適合性を検査すべ

きものとはいえない旨や、安衛法 53 条の 3
において読み替えて準用される安衛法 47
条 3 項の規定が特定機械等の設置時におけ

る検査を前提としておらず、同項にいう「基

準のうち特定機械等の構造に係るものに適

合する方法」に特定機械等の設置を前提と

する離隔基準が含まれると解する余地もな

い旨」の主張をした。 
これに対して、裁判所は、「性能検査に関

する安衛法及びクレーン則の定めを始めと

する安衛法及びクレーン則の構造や内容等

を前提とすると、登録性能検査機関は、性能

検査において、クレーンの各部分の構造及

び機能について点検を行う必要があり、そ

の際、検査の対象となるクレーンがクレー

ン則 13 条の規定に適合していることにつ

いてもこれを検査しなければならないから、

安衛法 53 条の 3 において読み替えて準用

される安衛法 47 条 3 項の規定が、登録性能

検査機関は、安衛法 37 条 2 項の基準のうち

特定機械等の構造に係るものに適合する方

法により性能検査を行わなければならない

旨を規定している以上、構造規格に離隔基

準について触れるものがないことについて

論ずるまでもなく、安衛法 53 条の 3 におい

て読み替えて準用される安衛法 47 条 3 項

の規定は、上記のような内容の性能検査を

行うべきことを登録性能検査機関に義務付

けていると解するのが相当である」と判断

し、原告の主張を排斥した。なお、下線部は

報告者によるものである。 
(2) 東京高裁平成 31 年 4 月 17 日判決 

   裁判所は、控訴人（第一審原告）の主張に

対し、次のように述べた。すなわち、「安衛

法 53 条の 3 の規定により読み替えて準用
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される安衛法 47 条 3 項は、登録性能検査機

関は「第 37 条第 2 項の基準のうち特定機械

等の構造に係るものに適合する方法」によ

り性能検査を行わなければならないと定め

ており、安衛法 37 条 2 項に基づき構造規格

が定められているが、安衛法 53 条の 3 の規

定により読み替えて準用される安衛法 47
条 3 項に規定する「第 37 条第 2 項の基準

のうち特定機械等の構造に係るものに適合

する方法」については、厚生労働省労働基準

局長通達平成 16 年 3 月 31 日付け通達「登

録性能検査機関が行う性能検査の適正な実

施について」（基発第 0331008 号）におい

て、検査項目、検査の方法、判定基準を定め

たとして別紙「性能検査に係る検査の方法

等」が定められており、離隔基準への適合性

もその対象とされ、控訴人も、その業務規程

において、前記の通達に反する内容を定め

るものとは解されないのであるから、性能

検査に離隔基準への適合性は含まれないと

解することは困難である。また、控訴人は、

安衛法 53 条の 3 の規定により読み替えて

準用される安衛法 47 条 3 項の規定では「特

定機械等の構造に係るものに適合する方法」

と規定されていることから、建設物等と歩

道との距離は「構造」には該当しないと主張

するようであるが、前記の通達における検

査項目、検査内容及び判定基準等に照らす

と、「クレーンの各部分」に該当する「歩道」

と建設物等との距離も、当該検査対象が「歩

道」として機能するために有すべき構造に

係るものと解される」と述べ、控訴人の主張

を排斥した。なお、下線部は報告者によるも

のである。 
⑶ 判決から汲み取り得る示唆 
裁判所は、安衛法 57 条の 3 の規定により

読み替えて準用される 47 条 3 項につき、性

能検査に関する安衛法及びクレーン則の定

めを始めとする安衛法及びクレーン則の構

造や内容や厚生労働省労働基準局長通達平

成 16 年 3 月 31 日付け通達「登録性能検査

機関が行う性能検査の適正な実施について」

（基発第 0331008 号）などを勘案し、労災

防止という目的に照らした柔軟な解釈をな

している。 
 
７ 第 47 条の 2 
 
７．１ 条文 
（変更の届出） 
第四十七条の二 登録製造時等検査機関

は、第四十六条第四項第二号又は第三号

の事項を変更しようとするときは、変更

しようとする日の二週間前までに、厚生

労働大臣に届け出なければならない。 
 
７．２ 趣旨及び内容 18 
 本条は、登録製造時等検査機関が氏名又

は名称及び住所（法人の場合は代表者の氏

名）、事務所の名称及び所在地を変更する場

合、変更しようとする日の二週間前までに

厚生労働大臣への届出義務があることを規

定したものである。 
 その際、登録製造時等検査機関登録事項

変更届出書（様式第 1 号の 5）を厚生労働

大臣に提出しなければならない（登録省令

第 1 条の 5 の 2）。 
 
８ 第 48 条 
 
８．１ 条文 
（業務規程） 
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第四十八条 登録製造時等検査機関は、

製造時等検査の業務に関する規程（以下

「業務規程」という。）を定め、製造時等

検査の業務の開始の日の二週間前まで

に、厚生労働大臣に届け出なければなら

ない。これを変更しようとするときも、

同様とする。 
２ 業務規程には、製造時等検査の実施

方法、製造時等検査に関する料金その他

の厚生労働省令で定める事項を定めてお

かなければならない。 
 
８．２ 趣旨及び内容 19 
 登録製造時等検査機関は、製造時等検査

業務を公正、かつ、円滑に実施するため、業

務運営のよりどころとなる業務規程を定め、

製造時等検査の業務の開始の日の二週間前

までに、業務規程届出書（様式第 2 号）に

添えて、厚生労働大臣に提出しなければな

らない（登録省令第 1 条の 6 第 1 項）。 
 なお、業務規程を変更しようとするとき

は、業務規程変更届出書（様式第 3 号）を

厚生労働大臣に提出しなければならない

（登録省令第 1 条の 6 第 3 項）。 
 また、業務規程には、製造時等検査の実施

方法、検査に関する料金その他厚生労働省

で定める事項を定めておかなければならな

いが、具体的にはその事項は、次のとおりで

ある（登録省令第 1 条の 6 第 2 項第 2 号）。 
 ①製造時等検査の実施方法 
 ②製造時等検査に関する料金 
 ③②の料金の収納方法に関する事項 
 ④製造時等検査の業務を行う時間及び休

日に関する事項 
 ⑤製造時等検査に合格した登録省令第 1
条の 3 の申請に係る特定機械等についての

刻印に関する事項 
 ⑥検査員の選任及び解任並びにその配置

に関する事項 
 ⑦製造時等検査に関する書類及び帳簿の

保存に関する事項 
 ⑧法第 50 条第 2 項第 2 号及び第 4 号並

びに同条第 3 項第 2 号及び第 4 号の請求に

係る費用に関する事項 
 ⑨①から⑧までに掲げるもののほか、製

造時等検査の業務に関し必要な事項 
 
８．３ 沿革 
 元行政官にインタビューしたところ、以

下の情報提供をいただいた。 
 「従前の性能検査代行機関時代は、検査基

準や検査料金を含む業務規程の制改訂は大

臣の事前認可事項であり、検査機関にはそ

の遵守義務が課せられていた。登録機関制

度では、こうした事前規制を止め、登録後の

業務監査を厳格に行い、事後的に厳正な制

度運営を確保することとされた。平成 15 年

の法改正で削除された第 3 項は、現行第 52
条の 2 が同じ機能を果たしている。」 
［安衛法制定時の条文］ 
 
(業務規程) 
第四十八条 検査代行機関は、性能検査

に関する規程（以下「業務規程」という。）

を定め、労働大臣の認可を受けなければ

ならない。これを変更しようとするとき

も、同様とする。 
２ 業務規程で定めるべき事項は、労働

省令で定める。 
３ 労働大臣は、第一項の認可をした業

務規程が性能検査の公正な実施上不適当

となつたと認めるときは、これを変更す
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べきことを命ずることができる。 
 
［平成 4 年法律第 55 号による改正後］ 
 
(業務規程) 
第四十八条 製造時等検査代行機関は、

製造時等検査に関する規程（以下「業務

規程」という。）を定め、労働大臣の認可

を受けなければならない。これを変更し

ようとするときも、同様とする。 
２ 業務規程で定めるべき事項は、労働

省令で定める。 
３ 労働大臣は、第一項の認可をした業

務規程が製造時等検査の公正な実施上不

適当となつたと認めるときは、これを変

更すべきことを命ずることができる。 
 
［平成 11年法律第 160号及び平成 15 年

法律第 102 号による改正後］（現行） 
 
(業務規程) 
第四十八条 登録製造時等検査機関は、

製造時等検査の業務に関する規程(以下

「業務規程」という。)を定め、製造時等

検査の業務の開始の日の二週間前まで

に、厚生労働大臣に届け出なければなら

ない。これを変更しようとするときも、

同様とする。 
２ 業務規程には、製造時等検査の実施

方法、製造時等検査に関する料金その他

の厚生労働省令で定める事項を定めてお

かなければならない。 
３ （削除） 

 
９ 第 49 条 
 

９．１ 条文 
（業務の休廃止） 
第四十九条 登録製造時等検査機関は、

製造時等検査の業務の全部又は一部を休

止し、又は廃止しようとするときは、厚

生労働省令で定めるところにより、あら

かじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出

なければならない。 
 
９．２ 趣旨及び内容 20 
 登録製造時等検査機関が気ままに検査業

務の全部又は一部を休止したり、廃止した

りしては、製造時等検査制度全般を適正に

運営することが困難となり、公益上問題が

生ずる。 
 このため、本条は、登録製造時等検査機関

が、製造時等検査の業務の休止又は廃止を

しようとするときは、あらかじめ、製造時等

検査業務休廃止届出書（様式第 4 号）を厚

生労働大臣に提出しなければならないこと

を規定したものである（登録省令第 1 条の

7 第 1 項）。 
 なお、前記の届出が製造時等検査の業務

の廃止の届出である場合は、製造時等検査

を行った製造時等検査対象機械等について

記載した帳簿の写しを添付しなければなら

ない（同条第 2 項）。 
 また、登録製造時等検査機関が、その登録

を取り消されたとき又はその登録が効力を

失ったときは、前記帳簿の写しを厚生労働

大臣に提出しなければならない（同条第 3
項）。 
 登録製造時等検査機関の役員又は職員が、

本条の規定に違反して、届出をせず、又は虚

偽の届出をした場合には、50 万円以下の罰

金に処せられる（法 121 条第 1 号）。 
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９．３ 沿革 
 元行政官にインタビューしたところ以下

の情報提供をいただいた。 
 「検査機関の指定制度から登録制度への

移行に際し、休廃止の事前認可から事前届

出に変更された。法令の定めは変わっても、

仮に休廃止する場合には、受検者に迷惑が

かからないよう、他の検査機関や国との事

前調整が必要であり、実態的には変更が無

いように思われる。」 
 
10 第 50 条 
 
10．１ 条文 
（財務諸表等の備付け及び閲覧等） 
第五十条 登録製造時等検査機関は、毎

事業年度経過後三月以内に、その事業年

度の財産目録、貸借対照表及び損益計算

書又は収支決算書並びに事業報告書（そ

の作成に代えて電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他の人の知覚によつては

認識することができない方式で作られる

記録であつて、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。以下同

じ。）の作成がされている場合における

当該電磁的記録を含む。次項及び第百二

十三条第一号において「財務諸表等」と

いう。）を作成し、五年間事務所に備えて

置かなければならない。 
２ 製造時等検査を受けようとする者そ

の他の利害関係人は、登録製造時等検査

機関の業務時間内は、いつでも、次に掲

げる請求をすることができる。ただし、

第二号及び第四号の請求をするには、登

録製造時等検査機関の定めた費用を支払

わなければならない。 
一 財務諸表等が書面をもつて作成され

ているときは、当該書面の閲覧又は謄写

の請求 
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求 
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作

成されているときは、当該電磁的記録に

記録された事項を厚生労働省令で定める

方法により表示したものの閲覧又は謄写

の請求 
四 前号の電磁的記録に記録された事項

を電磁的方法であつて厚生労働省令で定

めるものにより提供することの請求又は

当該事項を記載した書面の交付の請求 
３ 製造時等検査を受けようとする者そ

の他の利害関係人は、登録製造時等検査

機関が製造時等検査に関し生じた損害を

賠償するために必要な金額を担保するこ

とができる保険契約（以下この項におい

て「損害保険契約」という。）を締結して

いるときは、登録製造時等検査機関の業

務時間内は、いつでも、次に掲げる請求

をすることができる。ただし、第二号及

び第四号の請求をするには、登録製造時

等検査機関の定めた費用を支払わなけれ

ばならない。 
一 損害保険契約の契約内容を記載した

書類が書面をもつて作成されているとき

は、当該書面の閲覧又は謄写の請求 
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求 
三 第一号の書類が電磁的記録をもつて

作成されているときは、当該電磁的記録

に記録された事項を厚生労働省令で定め

る方法により表示したものの閲覧又は謄

写の請求 
四 前号の電磁的記録に記録された事項
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を電磁的方法であつて厚生労働省令で定

めるものにより提供することの請求又は

当該事項を記載した書面の交付の請求 
４ 登録製造時等検査機関は、毎事業年

度経過後三月以内に、第一項の規定によ

り作成した損益計算書又は収支決算書及

び事業報告書を厚生労働大臣に提出しな

ければならない。 
 
10．２ 趣旨及び内容 
10．２．１ 趣旨 
 本条は、登録製造時等検査機関は、毎事業

年度、財務諸表等を作成し、五年間、事務所

に備えるとともに、毎事業年度、作成した財

務諸表等のうち、損益計算書又は収支決算

書及び事業報告書を厚生労働大臣に提出し

なければならないことを規定したものであ

る 21。 
 
10．２．２ 内容 
 (1) 財務目録、貸借対照表及び損益計算書

又は収支決算書 
 本条の財産目録、貸借対照表及び損益計

算書又は収支決算書は、登録製造時等検査

機関（以下「登録機関」という。）が検査、

検定、技能講習又は教習（以下「検査等」と

いう。）以外の事業を行っている場合には、

登録機関が法人であるときは、その事業も

含めた法人全体の財務の状況を、登録機関

が個人であるときは、その事業も含めた個

人全体の財務の状況を明らかにしたもので

なければならない。 
 また、検査等の業務に係る会計は、他の業

務に係る会計とは区分されていることが必

要である（平十六・三・十九 基発第〇三一

九〇〇九号）。 

 
 (2) 検査・検定 
 検査・検定については、本条の営業報告書

又は事業報告書は、登録を受けた事業の内

容が明らかになっているもので足り、登録

を受けた検査・検定の区分ごとに次の事項

が記載されていなければならない（平一六・

三・一九 基発第〇三一九〇〇九号）。 
 ①検査・検定事務所ごとの検査・検査員の

数 
 ②検査・検定事務所ごとの検査・検定件数 
 ③検査・検定事務所ごとの検査・検定の合

格件数 
 ④検査・検定事務所ごとの検査・検定によ

る検査・検定料金の収入 
 
 (3) 財務諸表等の備付け 
 本条第 2 項は、受検者、受講者その他の

利害関係人（以下「受検者等」という。）が

登録機関を選択する際には、その経理状況

及び事業の状況を自らの責任で判断する必

要があることから、その判断に不可欠な財

務諸表等の備付けを登録機関に義務づけ、

受検者等がその閲覧等を請求できることと

したものである。 
 また、検査・検定については、本条第 3 項

の損害保険契約の契約内容を記載した書類

についても同様の趣旨である（平一六・三・

一九 基発〇三一九〇〇九号）。 
 
  (4) その他の利害関係人 
 本条第 2 項の「その他の利害関係人」と

は、検査・検定においては受検希望者の代理

人等が含まれる（平一六・三・一九 基発第

〇三一九〇〇九号）。 
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  (5) 財務諸表等の作成・閲覧 
 本条の財務諸表等については、登録後の

毎事業年度において作成し、閲覧等に供す

るものであり、登録初年度の財務諸表等の

備付け等は義務付けられていないが、(3)の
趣旨からも、登録初年度においても財務諸

表等のうち財務目録、貸借対照表及び損益

計算書又は収支決算書を作成し、本条の規

定を措置できるようにすることが望ましい

（平一六・三・一九 基発〇三一九〇〇九号）。 
 
  (6) 電磁的記録に記録された事項を表示

する方法 
 本条第 2 項第 3 号及び第 3 項第 3 号に規

定する「厚生労働省令で定める方法」とは、

その電磁的記録に記録された事項を紙面又

は出力装置の映像面に表示する方法である

（登録省令第 1 条の 7 の 2）。 
 
  (7) 電磁的記録に記録された事項を提供

するための電磁的方法 
 本条第 2 項第 4 号及び第 3 項第 4 号に規

定する厚生労働省令で定める電磁的方法と

は、次に掲げる方法のうち、いずれかの方法

である。 
 ①送信者の使用に係る電子計算機と受信

者の使用に係る電子計算機とを電気通信回

線で接続した電子情報処理組織を使用する

方法であって、当該電気通信回路を通じて

情報が送信され、受信者の使用に係る電子

計算機に備えられたファイルに当該情報が

記録されるもの 
②磁気ディスクその他これに準ずる方法

により一定の情報を確実に記録しておくこ

とができる物をもつて作成するファイルに

情報を記録したものを交付する方法 

 
 (8) 罰則 
 登録製造時等検査機関が、本条第 1 項の

規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、

財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、

若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由

がないのに本条第 2 項の規定による請求を

拒んだ者は、20 万円以下の過料に処せられ

る（法第 123 条第 1 号）。 
 
10．３ 運用 
 元行政官にインタビューしたところ、以

下の情報提供をいただいた。 
 「平成 12 年の機関則の改正により、公益

法人要件が指定基準から除外され、さらに

登録制度に移行し、検査・検定機関の数が増

えると予想されたことから、受検者の検査・

検定機関選択のための情報入手を保障する

ことが目的と思われる。例えば、新しい検

査・検定機関から他機関に比べて相当程度

低額の料金提示であった場合などに、活用

できる仕組みと思料される。」 
 
11 第 51 条 
 
11．１ 条文 
（検査員の選任等の届出） 
第五十一条 登録製造時等検査機関は、

検査員を選任し、又は解任したときは、

厚生労働省令で定めるところにより、遅

滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出

なければならない。 
 
11．２ 趣旨及び内容 22 
 登録製造時等検査機関は、検査員を選任

又は解任したときは、遅滞なく、厚生労働大
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臣に、選任の場合は検査員選任届出書（様式

第 5 号）を、解任の場合は検査員解任届出

書（様式第 6 号）を提出しなければならな

いこととしたものである（登録省令第 1 条

の 8）。 
 
11．３ 沿革 
 元行政官にインタビューしたところ以下

の情報提供をいただいた。 
 「平成 15 年法律第 102 号による全面改

正。改正前の検査員の選任は大臣認可事項

である」 
 
12 第 52 条 
 
12．１ 条文 
（適合命令） 
第五十二条 厚生労働大臣は、登録製造

時等検査機関（外国にある事務所におい

て製造時等検査の業務を行う登録製造時

等検査機関（以下「外国登録製造時等検

査機関」という。）を除く。）が第四十六

条第三項各号のいずれかに適合しなくな

つたと認めるときは、その登録製造時等

検査機関に対し、これらの規定に適合す

るため必要な措置をとるべきことを命ず

ることができる。 
 
12．２ 趣旨及び内容 23 
 本条は、登録製造時等検査機関（外国登録

製造時等検査機関を除く。）が登録申請者の

要件のいずれかに適合しなくなったと厚生

労働大臣が認めたとき、その検査機関に対

し、要件に適合するための必要な措置をと

るべきことを命ずることができることとし

たものである。 

 
13 第 52 条の 2 
 
13．１ 条文 
（改善命令） 
第五十二条の二 厚生労働大臣は、登録

製造時等検査機関（外国登録製造時等検

査機関を除く。）が第四十七条の規定に

違反していると認めるときは、その登録

製造時等検査機関に対し、製造時等検査

を行うべきこと又は製造時等検査の方法

その他の業務の方法の改善に関し必要な

措置をとるべきことを命ずることができ

る。 
 
13．２ 趣旨と内容 
13．２．１ 趣旨 24 
 本条は、登録製造時等検査機関（外国登録

製造時等検査機関を除く。）が法第 47 条の

規定に違反していると厚生労働大臣が認め

た場合、その機関に対し、改善を命じること

ができることを定めたものである。 
 
13．２．２ 内容 
 本条が規定する「業務の方法の改善に関

し必要な措置」には、受検者又は受講者に対

し検査等の結果が無効であることを通知さ

せること、再検査、再検定、再講習又は再教

習を命ずることを含む（平十六・三・十九 
基発第〇三一九〇〇九号）。 
 
13．３ 運用 
 元行政官にインタビューしたところ以下

の情報提供をいただいた。 
 「事前規制型から、登録後の事後監視型に

移行したものである。外国登録製造時等検
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査機関の外国にある事務所に対して、行政

命令を発することは困難であることから、

当該機関を除外し、次条において、請求する

としているものと思料される。47 条 3 項に

違反したときは、52 条の 2 の大臣の改善命

令、53 条の大臣による登録取消し・業務停

止命令を受けることになる。ここでの問題

は、大臣の命令（従わない場合には罰則あ

り）発出の判断基準が局長通達で定めたと

されていることである。局長通達に反して

いるとして大臣命令を出され、それに従わ

なければ、刑事罰を受けることになる。」 
 
14 第 52 条の 3 
 
14．１ 条文 
（準用） 
第五十二条の三 前二条の規定は、外国

登録製造時等検査機関について準用す

る。この場合において、前二条中「命ず

る」とあるのは、「請求する」と読み替え

るものとする。 
 
14．２ 趣旨と内容 
14．２．１ 趣旨 
 本条は、平成 26 年改正により、法第 52
条の 3 として、新たに追加されたものであ

る。これは、世界的に貿易の障壁の撤廃に向

けた動きが進むなかで、国際的に対応する

観点から規制を見直す必要があり、ボイラ

ーなど特に危険性が高い機械を製造する際

に受けなければならないこととされている

検査等を行う機関（登録検査・検定機関）の

うち、日本国内に事務所のない外国に立地

する機関についても準用して登録を受けら

れることとしたものである。 

 なお、登録を受けた外国立地機関の検査・

検定を受けた機械等は、日本国内で改めて

検査・検定を受ける必要はない。 
 また、労働基準監督署が実施する落成検

査は、引き続き受ける必要がある 25。 
 
14．２．２ 内容 
 (1) 外国登録製造時等検査機関等 
 厚生労働大臣の登録を受けて、製造時等

検査、性能検査、個別検査又は型式検定（以

下「製造時等検査等」という。）を行う登録

製造時等検定機関、登録性能検査機関、登録

個別検定機関又は登録型式検定機関（以下

「登録製造時等検定機関等」という。）につ

いて、日本国内に製造時等検査等の業務を

行う事務所を有しない外国に立地する機関

についても、外国登録製造時等検査機関、外

国登録性能検査機関、外国登録個別検定機

関又は外国登録型式検定機関（以下「外国登

録製造時等検定機関等」という。）として登

録を受けられる。 
 外国登録製造時等検査機関等に対する法

第 46 条から第 51 条まで（第 53 条の 3、第

54 条及び第 54 条の 2 において準用する場

合を含む。）、法第 103 条第 2 項、第 112
条及び第 112 条の 2（第 1 項第 5 号の外国

登録製造時等検査機関等の登録の取消しに

係る公示を除く。）の規定の適用について

は、登録製造時等検査機関等に対するもの

と同様であり、具体的には平成十六年三月

十九日付け基発第〇三一九〇〇九号で示さ

れている 26。 
なお、法第 53 条第 2 項第 5 号で外国登

録製造時等検査機関等に求める「必要な報

告」として、法第 100 条第 2 項の規定によ

り登録製造時等検査機関等に報告が義務づ
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けられている事項と同様の報告が求められ

ることとなる（平二七・五・十五 基発〇五

一五第一号）。 
 
 (2) 登録の申請 
 外国登録製造時等検査機関等の登録の申

請をしようとする者が提出すべき添付書類

について、申請者が、外国法令に基づいて設

立された法人である場合には、定款又は寄

附行為及び登記事項証明書に準ずるものを、

外国に居住する外国人である場合には、住

民票の写しに準ずるものであるとされた

（登録省令第 1 条の 3、第 3 条、第 12 条及

び第 19 条の 4）。 
 
15 第 53 条 
 
15．１ 条文 
（登録の取消し等） 
第五十三条 厚生労働大臣は、登録製造

時等検査機関（外国登録製造時等検査機

関を除く。）が次の各号のいずれかに該

当するに至つたときは、その登録を取り

消し、又は六月を超えない範囲内で期間

を定めて製造時等検査の業務の全部若し

くは一部の停止を命ずることができる。 
一 第四十六条第二項第一号又は第三号

に該当するに至つたとき。 
二 第四十七条から第四十九条まで、第

五十条第一項若しくは第四項又は第百三

条第二項の規定に違反したとき。 
三 正当な理由がないのに第五十条第二

項各号又は第三項各号の規定による請求

を拒んだとき。 
四 第五十一条の規定による届出をせ

ず、又は虚偽の届出をしたとき。 

五 第五十二条及び第五十二条の二の規

定による命令に違反したとき。 
六 不正の手段により登録を受けたと

き。 
２ 厚生労働大臣は、外国登録製造時等

検査機関が次の各号のいずれかに該当す

るに至つたときは、その登録を取り消す

ことができる。 
一 前項第一号から第四号まで又は第六

号のいずれかに該当するとき。 
二 前条において読み替えて準用する第

五十二条又は第五十二条の二の規定によ

る請求に応じなかつたとき。 
三 厚生労働大臣が、外国登録製造時等

検査機関が前二号のいずれかに該当する

と認めて、六月を超えない範囲内で期間

を定めて製造時等検査の業務の全部又は

一部の停止を請求した場合において、そ

の請求に応じなかつたとき。 
四 厚生労働大臣が、外国登録製造時等

検査機関の業務の適正な運営を確保する

ため必要があると認めて、その職員をし

て外国登録製造時等検査機関の事務所に

立ち入らせ、関係者に質問させ、又はそ

の業務に関係のある帳簿、書類その他の

物件を検査させようとした場合におい

て、その立入り若しくは検査が拒まれ、

妨げられ、若しくは忌避され、又は質問

に対して陳述がされず、若しくは虚偽の

陳述がされたとき。 
五 厚生労働大臣が、この法律を施行す

るため必要があると認めて、外国登録製

造時等検査機関に対し、必要な事項の報

告を求めた場合において、その報告がさ

れず、又は虚偽の報告がされたとき。 
六 次項の規定による費用の負担をしな
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いとき。 
３ 前項第四号の検査に要する費用（政

令で定めるものに限る。）は、当該検査を

受ける外国登録製造時等検査機関の負担

とする。 
 
15．２ 趣旨と内容 
15．２．１ 趣旨 
 厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関

が本条第 1 項各号のいずれかに該当するよ

うになったときは、その登録を取り消し、又

は六カ月を超えない範囲内で期間を定めて

検査の全部又は一部の停止を命ずることが

できることとしたものである 27。 
 
15．２．２ 内容 
 (1) 登録製造時等検査機関の登録の取消

し 
 厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関

（外国登録製造時等検査機関を除く。）が次

の各号のいずれかに該当するに至ったとき

は、その登録を取り消し、又は六カ月を超え

ない範囲内で期間を定めて製造時等検査の

業務の全部若しくは一部の停止を命ずるこ

とができることとされている（本条第 1 項）。 
 ①法第 46 条第 2 項第 1 号又は第 3 号に

該当するに至ったとき 
 ②法第 47 条から第 49 条まで、法第 50
条第 1 項若しくは第 4 項又は法第 103 条第

2 項の規定に違反したとき 
 ③正当な理由がないのに法第 50 条第 2
項各号又は第 3 項各号の規定による請求を

拒んだとき 
 ④法第 51 条の規定による届出をせず、又

は虚偽の届出をしたとき 
 ⑤法第 52 条及び第 52 条の 2 の規定によ

る命令に違反したとき 
 ⑥不正の手段により登録を受けたとき 
 
 (2) 外国登録製造時等検査機関の登録の

取消し 
 厚生労働大臣は、外国登録製造時等検査

機関が次のいずれかに該当するに至ったと

きは、その登録を取り消すことができるも

のとされている（本条第 2 項）。 
 ①登録製造時等検査機関の登録の欠格事

由（⑴の①から④まで、又は⑥のいずれか）

に該当するとき 
 ②法第 52 条の 3 により読み替えて準用

する適合命令及び改善命令に係る規定によ

る請求に応じなかったとき 
 ③厚生労働大臣が、外国登録製造時等検

査機関が①又は②のいずれかに該当すると

認めて、六カ月を超えない範囲内で期間を

定めて製造時等検査の業務の全部又は一部

の停止を請求した場合において、その請求

に応じなかったとき 
 ④厚生労働大臣が、外国登録製造時等検

査機関の業務の適正な運営を確保するため

必要があると認めて、その職員をして外国

登録製造時等検査機関の事務所に立ち入ら

せ、関係者に質問させ、又はその業務に関係

のある帳簿、書類その他の物件を検査させ

ようとした場合において、その立入り若し

くは検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避

され、又は質問に対して陳述がされず、若し

くは虚偽の陳述がされたとき 
 ⑤厚生労働大臣が、この法律を施行する

ため必要があると認めて、外国登録製造時

等検査機関に対し、必要な事項の報告を求

めた場合において、その報告がされず、又は

虚偽の報告がされたとき 
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 ⑥本条第 3 項による費用の負担をしない

とき 
 また、④の検査に要する費用（政令で定め

るものに限る。）は、その検査を受ける外国

登録製造時等検査機関の負担するものとさ

れている（本条第 3 項）。 
 
 (3) 外国登録製造時等検査機関等への立

入検査に係る旅費の額等 
 本条第 3 項の政令で定める費用とは、⑵

の④の検査のため職員がその検査に係る事

務所の所在地に出張するのに要する旅費の

額に相当するものとされている（令第 15 条

の 3 第 1 項）。 
 この令第 15 条の 3 第 1 項の旅費の額に

相当する額（以下「旅費相当額」という。）

は、国家公務員等の旅費に関する法律（昭和

二五年法律第一一四号。以下「旅費法」とい

う。）の規定により支給すべきこととなる旅

費の額である。この場合において、その検査

のためその地に出張する職員は、一般職の

職員の給与に関する法律（昭和二五年法律

第九五号）第 6 条第 1 項第 1 号イに規定す

る行政職俸給表（一）による職務の級が四級

である者であるものとしてその旅費の額が

計算される（登録省令第 1 条の 8 の 2）。 
 
 (4) 在勤官署の所在地 
 旅費相当額を計算する場合において、そ

の検査のため、その地に出張する職員の旅

費法第 2 条第 1 項第 6 号の在勤官署の所在

地は、東京都千代田区霞が関一丁目二番二

号とされている（登録省令第 1 条の 8 の 3）。 
 
 (5) 旅費の額の計算に係る細目 
 旅費の額の計算に係る細目は、以下のと

おりである（登録省令第 1 条の 8 の 4）。 
 ①旅費法第 6 条第 1 項の支度料は、旅費

相当額に算入しない 
 ②検査を実施する日数は、その検査に係

る事務所ごとに三日として旅費相当額を計

算する 
 ③旅費法第 6 条第 1 項の旅行雑費は、一

万円として旅費相当額を計算する 
 ④厚生労働大臣が、旅費法第 46 条第 1 項

の規定により、実費を超えることとなる部

分又は必要としない部分の旅費を支給しな

いときは、その部分に相当する額は、旅費相

当額に算入しない 
 
 (6) 罰則 
 登録製造時等検査機関の役員又は職員が、

本条の規定による業務の停止の命令に違反

した場合には、1 年以下の懲役又は 100 万

円以下の罰金に処せられる（法 118 条）。 
 
16 第 53 条の 2 
 
16．１ 条文 
（都道府県労働局長による製造時等検査

の実施） 
第五十三条の二 都道府県労働局長は、

登録を受ける者がいないとき、第四十九

条の規定による製造時等検査の業務の全

部又は一部の休止又は廃止の届出があつ

たとき、前条第一項若しくは第二項の規

定により登録を取り消し、又は登録製造

時等検査機関に対し製造時等検査の業務

の全部若しくは一部の停止を命じたと

き、登録製造時等検査機関が天災その他

の事由により製造時等検査の業務の全部

又は一部を実施することが困難となつた
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ときその他必要があると認めるときは、

当該製造時等検査の業務の全部又は一部

を自ら行うことができる。 
２ 都道府県労働局長が前項の規定によ

り製造時等検査の業務の全部又は一部を

自ら行う場合における製造時等検査の業

務の引継ぎその他の必要な事項について

は、厚生労働省令で定める。 
 
16．２ 趣旨と内容 
16．２．１ 趣旨 
 本条は、登録製造時等検査機関として登

録を受ける者がいないとき、登録製造時等

検査機関から検査業務の全部又は一部の休

止・廃止の届出があったとき、登録製造時等

検査機関が登録を取り消されたときなど、

製造時等検査の実施が困難なときに、都道

府県労働局長がその全部又は一部を自ら行

うことができることを規定したものである

28。 
 
16．２．２ 内容 
 (1) 登録製造時等検査機関等の業務の引

継ぎ等 
 法第 53 条の 2 第 1 項に規定する場合に

おける、登録製造時等検査機関等（外国登録

製造時等検査機関を除く。）の業務の引継ぎ

等に関し、次の事項を行わなければならな

い（登録省令第 1 条の 10 第 1 項、第 10 条

の 2 第 1 項及び第 19 条第 1 項）。 
 ①製造時等検査の業務を行った事務所ご

とに、その事務所の所在地を管轄する都道

府県労働局長に製造時等検査の業務並びに

製造時等検査の業務に関する帳簿及び書類

を引き継ぐこと 
 ②製造時等検査の業務を行った事務所の

所在地を管轄する都道府県労働局長が必要

と認める事項 
 ③性能検査の業務を行った事務所ごとに、

事務所の所在地を管轄する労働基準監督署

長に性能検査の業務並びに性能検査の業務

に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと 
 ④性能検査の業務を行った事務所の所在

地を管轄する労働基準監督署長が必要と認

める事項 
 ⑤厚生労働大臣又は個別検定の業務を行

った事務所ごとに、事務所の所在地を管轄

する都道府県労働局長に個別検定の業務並

びに個別検定の業務に関する帳簿及び書類

を引き継ぐこと 
 ⑥厚生労働大臣又は個別検定の業務を行

った事務所の所在地を管轄する都道府県労

働局長が必要と認める事項 
 
 (2) 外国登録製造時等検査機関等の業務

の引継ぎ等 
 法 53 条の 2 第 1 項に規定する場合にお

ける、外国登録製造時等検査機関等の業務

の引継ぎ等に関し、次の事項を行わなけれ

ばならない（登録省令第 1 条の 10 第 2 項、

第 10 条の 2 第 2 項及び第 19 条第 2 項）。 
 ①法第 53 条の 2 第 1 項の規定により製

造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行

うこととなる都道府県労働局長に製造時等

検査の業務並びに製造時等検査の業務に関

する帳簿及び書類を引き継ぐこと 
 ②①のほか、①の都道府県労働局長が必

要と認める事項 
 ③法第 53 条の 3 において準用する法第

53条の 2第 1 項の規定により性能検査の業

務の全部又は一部を自ら行うこととなる労

働基準監督署長に性能検査の業務並びに性
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能検査の業務に関する帳簿及び書類を引き

継ぐこと 
 ④③のほか、③の労働基準監督署長が必

要と認める事項 
 ⑤法第 54 条において準用する法第 53 条

の 2 第 1 項の規定により厚生労働大臣又は 
個別検定の業務の全部若しくは一部を自ら

行うこととなる都道府県労働局長に個別検

定の業務並びに個別検定の業務に関する帳

簿及び書類を引き継ぐこと 
 ⑥⑤のほか、厚生労働大臣又は⑤の都道

府県労働局長が必要と認める事項 
 
17 第 53 条の 3 
 
17．１ 条文 
（登録性能検査機関） 
第五十三条の三 第四十六条及び第四十

六条の二の規定は第四十一条第二項の登

録について、第四十七条から前条までの

規定は登録性能検査機関について準用す

る。この場合において、次の表の上欄に

掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と

読み替えるものとする。 

第 四

十 六

条 第

一項 

第三十八

条第一項 
第四十一条第二

項 

製造時等

検査 

第四十一条第二

項 の 性 能 検 査

（以下「性能検

査」という。） 

第 四

十 六

条 第 別表第五 

別表第八の上欄

に掲げる機械等

に応じ、それぞ

三 項

第 一

号 

れ同表の下欄 

製造時等

検査 性能検査 

第 四

十 六

条 第

三 項

第 二

号 

製造時等

検査 

別表第九の上欄

に掲げる機械等

に応じ、性能検

査 

別表第六

第一号 同表の中欄 

同表第二

号 同表の下欄 

第 四

十 六

条 第

三 項

第 三

号 

別表第七 別表第十 

製造時等

検査 性能検査 

第 四

十 六

条 第

三 項

第 四

号 

特別特定

機械等を

製造し、

又は輸入

する者 

特定機械等を製

造し、若しくは

輸入する者又は

特定機械等の整

備を業とする者 

  
製造時等

検査 性能検査 

第 四

十 六

条 第

四項 

登録製造

時等検査

機関登録

簿 
登録性能検査機

関登録簿 
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第 四

十 七

条 第

一 項

及 び

第 二

項 
製造時等

検査 性能検査 

第 四

十 七

条 第

三項 

特別特定

機械等 特定機械等 

製造時等

検査 性能検査 

第 四

十 七

条 第

四 項

及 び

第 四

十 八

条 
製造時等

検査 性能検査 

第 四

十 九

条 

製造時等

検査 性能検査 

あらかじ

め 

休止又は廃止の

日の三十日前ま

でに 

第 五

十 条

第 二

項 及

び 第

三項 
製造時等

検査 性能検査 

第 五

十 二

条 及

び 第

五 十

二 条

の二 

製造時等

検査 性能検査 

外国登録

製造時等

検査機関 
外国登録性能検

査機関 

第 五

十 二

条 の

三 

外国登録

製造時等

検査機関 
外国登録性能検

査機関 

第 五

十 三

条 第

一 項

及 び

第 二

項 

外国登録

製造時等

検査機関 
外国登録性能検

査機関 

製造時等

検査 性能検査 

第 五

十 三

条 第

三項 

外国登録

製造時等

検査機関 
外国登録性能検

査機関 

前条 

都道府県

労働局長 
労働基準監督署

長 

製造時等

検査 性能検査 
 

 
17．２ 趣旨と内容 
17．２．１ 趣旨 
 本条は、登録性能検査機関の登録、業務の

運営、検査員の選任及び解任、役職員の地

位、登録の取消し等について、登録製造時等
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検査機関と同様の規制を行うため、所要の

規定を準用することとしたものである。法

第 41 条の性能検査は、特定機械等に生じた

損耗、機能の低下等の度合いを技術的に判

断し、その結果に基づいて有効期間の更新

の可否を決定するものである。登録性能検

査機関がこの性能検査を適正に実施するよ

うにするためには、その技術水準や業務体

制等について、一定の規制が必要である。こ

のため、登録製造時等検査機関と同様の規

制を行うこととしたものである。29 
 
17．２．２ 内容 
 (1) 登録性能検査機関の登録の区分 
 ①令第 12 条第 1 項第 1 号のボイラー 
 ②令第 12 条第 1 項第 2 号の第一種圧力

容器 
③令第 12 条第 1 項第 3 号のクレーン 

 ④令第 12 条第 1 項第 4 号の移動式クレ

ーン 
⑤令第 12 条第 1 項第 5 号のデリック 
⑥令第 12 条第 1 項第 6 号のエレベータ

ー 
⑦令第 12 条第 1 項第 8 号のゴンドラ 

 
 (2) 登録の申請 
 本条において準用する法第 46 条第 1 項

の登録の申請をしようとする者は、登録性

能検査機関登録申請書（様式第 4 号の 2）
に、次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出

しなければならない（登録省令第 3 条）。 
 ①定款又は寄附行為及び登録事項証明書

（個人の場合は、住民票の写し） 
 ②申請者が本条において準用する法第

46 条第 2 項各号及び第 3項第 4 号のイから

ㇵまでの規定に該当しないことを説明した

書面 
 ③申請者が法人である場合は、役員の氏

名及び略歴並びに構成員の氏名（構成員が

法人である場合はその法人の名称）を記載

した書面 
 ④性能検査に用いる機械器具その他の設

備の種類、数及び性能を記載した書面 
 ⑤本条において準用する法第 46 条第 3
項第 3 号に規定する者及び検査員の経歴及

び数を記載した書面 
 ⑥性能検査の業務以外の業務を行ってい

るときは、その業務の種類及び概要を記載

した書面 
 なお、⑤の「検査員の経歴」には、最終学

歴、実務経験及び必要な研修の履歴が該当

する（平一六・三・一九 基発第〇三一九〇

〇九号）。 
 
 (3) 性能検査の検査方法から生ずる危険

を防止するために必要な措置 
 本条において準用する法第 47 条第 4 項

に規定する措置は、次のとおりである（登録

省令第 5 条）。 
 ①ボイラー等の性能検査を実施するに当

たり、次の事項を行うこと 
  イ ボイラー等の圧力を受ける部分に

著しい損傷等が認められ、その水圧試験

又は気圧試験の実施について危険が予想

されるときは、その試験を行わないこと 
  ロ 水圧試験又は気圧試験の実施に当

たり、ボイラー等の破裂による鏡板等

の飛散、水の流出等による災害を防止

するための措置を行うこと 
  ㇵ 水圧試験又は気圧試験の実施に当

たり、その試験を続行することによる

危険が予想されるときは、その試験を
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中止すること 
 ②クレーン等の性能検査を実施するに当

たり、次の事項を行うこと 
  イ 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、

その検査の実施について危険が予想さ

れるときは、その検査を行わないこと 
  ロ クレーン等の各部分の構造及び機

能について点検を行うに当たり、クレ

ーン等が不意に起動することによる労

働者の墜落、挟まれ等の危険を防止す

るため、そのクレーン等の運転を禁止

するとともに、そのクレーン等の操作

部分に運転を禁止する旨を表示するこ

と 
  ㇵ クレーン等の構造部材その他荷重

を受ける部分に著しい損傷等が認めら

れ、荷重試験等の実施について危険が

予想されるときは、その試験を行わな

いこと 
  二 荷重試験等の実施に当たり、ジブ等

がその試験を行う場所に隣接する家屋、

公道等に危険を及ぼすおそれのある場

合には、その試験を行わないこと 
  ホ 荷重試験等の実施に当たり、その試

験を続行することによる危険が予想さ

れるときは、その試験を中止すること 
 ③移動式クレーンの性能検査を実施する

に当たり、地盤が軟弱であること、埋設

物その他地下に存する工作物が損壊す

るおそれがあること等によりその移動

式クレーンが転倒するおそれのある場

所においては、その検査を行わないこ

と。ただし、その場所において、移動式

クレーンの転倒を防止するために必要

な広さ及び強度を有する鉄板等が敷設

され、その上に移動式クレーンを設置

しているときは、この限りでないこと 
 
 (4) 登録性能検査機関登録簿の変更の届

出 
 登録性能検査機関は、本条において準用

する法第 47 条の 2 の規定により変更の届

出をしようとするときは、登録性能検査機

関登録事項変更届出書（様式第 1 号の 5）
を厚生労働大臣に提出しなければならない

（登録省令第 5 条の 2）。 
 
 (5) 業務規程の作成・変更の届出 
 登録性能検査機関は、本条において準用

する法第 48 条第 1 項前段の規定により業

務規程の届出をしようとするきは、業務規

程届出書（様式第 2 号）に業務規程を添え

て、厚生労働大臣に提出しなければならな

い（登録省令第 6 条第 1 項）。 
 また、登録性能検査機関の業務規程にお

いて定めるべき事項は、次のとおりである

（登録省令第 6 条第 2 項）。 
 ①性能検査の実施方法 
 ②性能検査に関する料金 
 ③②の料金の収納方法に関する事項 
 ④性能検査の業務を行う時間及び休日に

関する事項 
 ⑤検査証の有効期間の更新に関する事項 
 ⑥検査員の選任及び解任並びにその配置

に関する事項 
 ⑦性能検査に関する書類及び帳簿の保存

に関する事項 
 ⑧本条において準用する法第 50 条第 2
項第 2 号及び第 4 号並びに同条第 3 項第 2
号及び第 4 号の請求に係る費用に関する事

項 
 ⑨①から⑧までに掲げるもののほか、性
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能検査の業務に関し必要な事項 
 なお、登録性能検査機関は、本条において

準用する法第 48 条第 1 項後段の規定によ

り、業務規程の変更の届出をしようとする

ときは、業務規程変更届出書（様式第 3 号）

を厚生労働大臣に提出しなければならない

（登録省令第 6 条第 3 項）。 
 
 (6) 業務の休廃止等の届出 
 登録性能検査機関は、本条において準用

する法第 49 条の規定により、性能検査の業

務の休止又は廃止の届出をしようとすると

きは、性能検査業務休廃止届出書（様式第 4
号）を厚生労働大臣に提出しなければなら

ない（登録省令第 7 条第 1 項）。 
 なお、前記の届出が性能検査の業務の廃

止の届出である場合は、登録省令第 10 条に

規定する帳簿の写しを添付しなければなら

ない（登録省令第 7 条第 2 項）。 
 また、登録性能検査機関は、その登録を取

り消されたとき又は登録がその効力を失っ

たときは、前記帳簿の写しを厚生労働大臣

に提出しなければならない（同条第 3 項）。 
 
 (7) 電磁的記録に記録された事項を表示

する方法 
 本条において準用する法第 50 条第 2 項

第 3 号及び同条第 3 項第 3 号に規定する

「厚生労働省令で定める方法」とは、その電

磁的記録に記録された事項を紙面又は出力

装置の映像面に表示する方法である（登録

省令第 7 条の 2）。 
 
 (8) 電磁的記録に記録された事項を提供

するための電磁的方法 
 本条におい準用する法第 50 条第 2 項第 4

号及び同条第 3 項第 4 号に規定する「厚生

労働省令で定める電磁的方法」とは、次に掲

げる方法のうち、いずれかの方法とする（登

録省令第 7 条の 3）。 
 ①送信者の使用に係る電子計算機と受信

者の使用に係る電子計算機とを電気通信回

線で接続した電子情報処理組織を使用する

方法であって、その電気通信回路を通じて

情報が送信され、受信者の使用に係る電子

計算機に備えられたファイルにその情報が

記録されるもの 
 ②磁気ディスクその他これに準ずる方法

により一定の情報を確実に記録しておくこ

とができる物をもって作成するファイルに

情報を記録したものを交付する方法 
 
 (9) 検査員の選任・解任の届出 
 登録性能検査機関は、本条において準用

する法第 51 条の規定により、検査員の選任

の届出をしようとするときは、検査員選任

届出書（様式第 5 号）に選任者の経歴を記

載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出

しなければならない（登録省令第 8 条第 1
項）。 
 また、同様に検査員の解任の届出をしよ

うとするときは、検査員解任届出書（様式第

6 号）を、厚生労働大臣に提出しなければな

らない（同条第 2 項）。 
 
 (10) 罰則 
 登録性能検査機関の役員又は職員が、本

条で準用する法第 49 条の規定による届出

をせず、又は虚偽の届出をした場合には、

50 万円以下の罰金に処せられる（法 121 条

第 1 号）。登録性能検査機関の役員又は職

員が、本条で準用する法第 53 条第 1 項の規
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定による厚生労働大臣の命令に従わない場

合には、1 年以下の懲役又は 100 万円以下

の罰金に処せられる（法第 118 条）。また、

登録性能検査機関が、本条で準用する法第

50条第 1項の規定に違反して財務諸表等を

備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事

項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又

は正当な理由がないのに本条で準用する法

第 50 条第 2 項の規定による請求を拒んだ

場合には、20 万円以下の過料に処さられる

（法第 123 条第 1 号）。 
 
17．３ 運用 
 「令和 2 年度本研究プロジェクトによる
行政官・元行政官向け法令運用実態調査（三
柴丈典担当）」では、以下の回答が寄せられ
ている。 
「登録性能検査機関となろうとする者は、

労働安全衛生法第 53 条の 3に基づき、登録
を受けなければならないため、同条に基づ
く申請がなされる。条文の特徴として、同条
は、労働安全衛生法第 46条等の一部読み替
えによる準用の規定となっているため、並
行して第 46 条等を確認する必要がある。加
えて第 46 条は、「第 38 条第 1項の規定に
よる登録(中略)厚生労働令で定めるところ
により」と規定されており、さらに平行して
第 38 条の条文や対象となる厚生労働令(登
録省令)を確認しないといけないため、内容
を理解するのが非常に難しい構成となって
いる。加えて厚生労働省が登録省令を指し
ていることは、容易にわかるものではない
ため、全体として、自発的に申請手続につい
て理解するのは困難であると思料する 
(00147監督官)。」 
 

18 第 54 条 
 
18．１ 条文 
（登録個別検定機関） 
第五十四条 第四十六条及び第四十六条

の二の規定は第四十四条第一項の登録に

ついて、第四十七条から第五十三条の二

までの規定は登録個別検定機関について

準用する。この場合において、次の表の

上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字

句と読み替えるものとする。 

第 四 十 六

条第一項 

第三十八

条第一項 
第四十四条

第一項 

製造時等

検査 個別検定 

第 四 十 六

条 第 三 項

第一号 

別表第五 

別表第十一

の上欄に掲

げる機械等

に応じ、そ

れぞれ同表

の下欄 

製造時等

検査 個別検定 

第 四 十 六

条 第 三 項

第二号 

製造時等

検査 

別表第十二

の上欄に掲

げる機械等

に応じ、個

別検定 

別表第六

第一号 同表の中欄 
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検査員 検定員 

同表第二

号 同表の下欄 

第 四 十 六

条 第 三 項

第三号 

検査員 検定員 

別表第七 別表第十三 

製造時等

検査 個別検定 

第 四 十 六

条 第 三 項

第四号 

特別特定

機械等 

第四十四条

第一項の政

令で定める

機械等 

製造時等

検査 個別検定 

第 四 十 六

条第四項 

登録製造

時等検査

機関登録

簿 

登録個別検

定機関登録

簿 

第 四 十 七

条第一項 
製造時等

検査 個別検定 

第 四 十 七

条第二項 

製造時等

検査 個別検定 

検査員 検定員 

第 四 十 七

条第三項 

第三十七

条第二項

の基準の

うち特別

特定機械

第四十四条

第三項の基

準 

等の構造

に係るも

の 

製造時等

検査 個別検定 

第 四 十 七

条第四項 

製造時等

検査 個別検定 

検査方法 検定方法 

第 四 十 八

条、第四十

九 条 並 び

に 第 五 十

条 第 二 項

及 び 第 三

項 
製造時等

検査 個別検定 

第 五 十 一

条 検査員 検定員 

第 五 十 二

条 及 び 第

五 十 二 条

の二 

製造時等

検査 個別検定 

外国登録

製造時等

検査機関 
外国登録個

別検定機関 

第 五 十 二

条の三 

外国登録

製造時等

検査機関 
外国登録個

別検定機関 

第 五 十 三

条 第 一 項

及 び 第 二

外国登録

製造時等

検査機関 
外国登録個

別検定機関 
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項 製造時等

検査 個別検定 

第 五 十 三

条第三項 

外国登録

製造時等

検査機関 
外国登録個

別検定機関 

第 五 十 三

条の二 

都道府県

労働局長 

厚生労働大

臣又は都道

府県労働局

長 

製造時等

検査 個別検定 
 

 
18．２ 趣旨及び内容 
 本条は、登録個別検定機関の登録、業務の

運営、検定員の選任及び解任、役職員の地

位、登録の取消し等について、登録製造時等

検査機関と同様の規制を行うため、所要の

規定を準用することとしたものである。法

第 44 条の個別検定に当たる登録個別検定

機関は、登録製造時等検査機関と同様に、行

政を効率的に運用するために欠くべからざ

るものであり、かつ、その技術的能力を高水

準に保持すること及び公正な業務の執行が、

強く要請される。このため、登録個別検定機

関についても、登録製造時等検査機関と同

様の規制を行うこととしたものである。 
30。 
本条において準用する法第 46 条第 1 項

の厚生労働省令に定める区分は、次のとお

りである（登録省令第 11 条）。 
①令第十四条第一号のゴム、ゴム化合物

又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置

のうち電気的制動方式のもの 

②令第十四条第二号の第二種圧力容器 
③令第十四条第三号の小型ボイラー 
④令第十四条第四号の小型圧力容器 
なお、登録個別検定機関の役員又は職員

が、本条で準用する法第 49 条の規定による

届出をせず、又は虚偽の届出をした場合に

は、50 万円以下の罰金に処せられる（法第

121 条第 1 号）。登録個別検定機関の役員

又は職員が、本条で準用する法第 53 条第 1
項の規定による厚生労働大臣の命令に従わ

ない場合には、1 年以下の懲役又は 100 万

円以下の罰金に処せられる（法 118 条）。

また、登録個別検定機関が、本条で準用する

法第 50 条第 1 項の規定に違反して、財務諸

表等を備えて置かず、財務諸表等に記載す

べき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載

をし、又は正当な理由がないのに本条で準

用する法第 50 条第 2 項の規定による請求

を拒んだ場合には、20 万円以下の過料に処

せられる（法第 123 条 1 号）。 
 
19 第 54 条の 2 
 
19．１ 条文 
（登録型式検定機関） 
第五十四条の二 第四十六条及び第四十

六条の二の規定は第四十四条の二第一項

の登録について、第四十七条から第五十

三条の二までの規定は登録型式検定機関

について準用する。この場合において、

次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に

掲げる字句と読み替えるものとする。 

第 四 十 六

条第一項 
第三十八

条第一項 
第四十四条

の二第一項 
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製造時等

検査 型式検定 

第 四 十 六

条 第 三 項

第一号 

別表第五 

別表第十四

の上欄に掲

げる機械等

に応じ、そ

れぞれ同表

の下欄 

製造時等

検査 型式検定 

第 四 十 六

条 第 三 項

第二号 

製造時等

検査 型式検定 

別表第六

第一号 
別表第十五

第一号 

検査員 検定員 

第 四 十 六

条 第 三 項

第三号 

検査員 検定員 

別表第七 別表第十六 

製造時等

検査 型式検定 

第 四 十 六

条 第 三 項

第四号 
特別特定

機械等 

第四十四条

の二第一項

の政令で定

める機械等 

  
製造時等

検査 型式検定 

第 四 十 六

条第四項 
登録製造

時等検査

登録型式検

定機関登録

機関登録

簿 
簿 

第 四 十 七

条第一項 
製造時等

検査 型式検定 

第 四 十 七

条第二項 

製造時等

検査 型式検定 

検査員 検定員 

第 四 十 七

条第三項 

第三十七

条第二項

の基準の

うち特別

特定機械

等の構造

に係るも

の 

第四十四条

の二第三項

の基準 

製造時等

検査 型式検定 

第 四 十 七

条第四項 

製造時等

検査 型式検定 

検査方法 検定方法 

第 四 十 八

条、第四十

九 条 並 び

に 第 五 十

条 第 二 項

及 び 第 三

項 
製造時等

検査 型式検定 

第 五 十 一

条 検査員 検定員 
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第 五 十 二

条 及 び 第

五 十 二 条

の二 

製造時等

検査 型式検定 

外国登録

製造時等

検査機関 
外国登録型

式検定機関 

第 五 十 二

条の三 

外国登録

製造時等

検査機関 
外国登録型

式検定機関 

第 五 十 三

条 第 一 項

及 び 第 二

項 

外国登録

製造時等

検査機関 
外国登録型

式検定機関 

製造時等

検査 型式検定 

第 五 十 三

条第三項 

外国登録

製造時等

検査機関 
外国登録型

式検定機関 

第 五 十 三

条の二 

都道府県

労働局長 
厚生労働大

臣 

製造時等

検査 型式検定 
 

 
19．２ 趣旨及び内容 
 本条は、登録型式検定機関の指定、業務の

運営、検定員の選任及び解任、役職員の地

位、指定の取消し等について定めたもので

ある。型式検定は、個別検定に比べ検定員に

より高度の技術、知識、総合的判断等が必要

とされ、かつ、その技術的能力を高水準に保

持すること及び公正な業務の執行が強く要

請される。このため、登録型式検定機関につ

いても、登録製造時等検査機関と同様の規

制を行うものとしたものである 31。 
 本条において準用する法 46 条第 1 項の

厚生労働省令で定める区分は、次のとおり

である（登録省令第 19 条の 3）。 
 ①令第 14 条の 2 第 1 号のゴム、ゴム化

合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止

装置のうち電気的制動方式以外の制動方式

のもの 
②令第 14 条の 2 第 2 号のプレス機械又

はシャーの安全装置 
③令第 14 条の 2 第 3 号の防爆構造電気

機械器具 
④令第 14 条の 2 第 4 号のクレーン又は

移動式クレーンの過負荷防止装置 
⑤令第 14 条の 2 第 5 号の防じんマスク 
⑥令第 14 条の 2 第 6 号の防毒マスク 
⑦令第 14 条の 2 第 7 号の木材加工用丸

のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式の

もの 
⑧令第 14 条の 2 第 8 号の動力により駆

動されるプレス機械（以下「動力プレス」と

いう。）のうちスライドによる危険を防止す

るための機構を有するもの 
⑨令第 14 条の 2 第 9 号の交流アーク溶

接機用自動電撃防止装置 
⑩令第 14 条の 2 第 10 号の絶縁用保護具 
⑪令第 14 条の 2 第 11 号の絶縁用防具 
⑫令第 14 条の 2 第 12 号の保護帽 
⑬令第 14 条の 2 第 13 号の電動ファン付

き呼吸用保護具 
 なお、登録型式検定機関の役員又は職員

が、本条で準用する法第 49 条の規定による

届出をせず、又は虚偽の届出をした場合に

は、50 万円以下の罰金に処せられる（法第

121 条第 1 号）。登録型式検定機関の役員
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又は職員が、本条で準用する法第 53 条第 1
項の規定による厚生労働大臣の命令に従わ

ない場合には、1 年以下の懲役又は 100 万

円以下の罰金に処せられる（法第 118 条）。

また、登録型式検定機関が、本条で準用する

法第 50 条第 1 項の規定に違反して財務諸

表等を備えて置かず、財務諸表等に記載す

べき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載

をし、又は正当な理由がないのに本条で準

用する法第 50 条第 2 項の規定による請求

を拒んだ場合には、20 万円以下の過料に処

せられる（法第 123 条第 1 号）。 
 
20 第 54 条の 3 
 
20．１ 条文 
（検査業者） 
第五十四条の三 検査業者になろうとす

る者は、厚生労働省令で定めるところに

より、厚生労働省又は都道府県労働局に

備える検査業者名簿に、氏名又は名称、

住所その他厚生労働省令で定める事項の

登録を受けなければならない。 
２ 次の各号のいずれかに該当する者

は、前項の登録を受けることができない。 
一 第四十五条第一項若しくは第二項の

規定若しくはこれらの規定に基づく命令

に違反し、又は第五十四条の六第二項の

規定による命令に違反して、罰金以上の

刑に処せられ、その執行を終わり、又は

執行を受けることがなくなつた日から起

算して二年を経過しない者 
二 第五十四条の六第二項の規定により

登録を取り消され、その取消しの日から

起算して二年を経過しない者 
三 法人で、その業務を行う役員のうち

に第一号に該当する者があるもの 
３ 第一項の登録は、検査業者になろう

とする者の申請により行う。 
４ 厚生労働大臣又は都道府県労働局長

は、前項の申請が厚生労働省令で定める

基準に適合していると認めるときでなけ

れば、第一項の登録をしてはならない。 
５ 事業者その他の関係者は、検査業者

名簿の閲覧を求めることができる。 
 
20．２ 趣旨と内容 
20．２．１ 趣旨 
 検査業者は、法第 45 条に規定する特定自

主検査を業として行う者であり、いろいろ

な仕様の機械等を検査するので、登録につ

いて厳格な資格要件、手続等を定める必要

がある。 
 本条は、特定自主検査を業として行う検

査業者について、その登録の手続、登録の基

準等について定めたものである 32。 
 
20．２．２ 内容 
 (1) 概要 
 法第 45 条第 2 項の規定により、事業者

は、動力により駆動されるプレス機械、フォ

ークリフト、車両系建設機械、不整地運搬車

及び高所作業車について一年以内ごとに一

回（不整地運搬車については二年以内ごと

に一回）、定期に行われる自主検査を、その

使用する労働者で一定の資格を有するもの

又は法第 54 条の 3 第 1 項の登録を受けた

検査業者に実施させなければならないこと

とされている 33。 
 
 (2) 登録の申請 
 検査業者になろうとする者は、検査業者
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名簿に登録を受けるため検査業者登録申請

書（様式第 7 号の 2）に氏名又は名称、住所

並びに法人にあっては、その代表者の氏名

及び検査業者になろうとする者が特定自主

検査を行うことができる機械等の種類を証

する書面を添えて、その事務所の所在地を

管轄する都道府県労働局長に提出しなけれ

ばならない。ただし、事務所が二つ以上の都

道府県労働局の管轄区域にわたる場合は、

厚生労働大臣に提出しなければならない

（登録省令第 19 条の 14）。 
 なお、ここで、「特定自主検査を行うこと

ができる機械等の種類」とは、動力プレス、

フォークリフト、車両系建設機械（整地・運

搬・積込み用、掘削用及び解体用）、車両系

建設機械（基礎工事用）、車両系建設機械

（締固め用）、車両系建設機械（コンクリー

ト打設用）、不整地運搬車及び高所作業車の

種類をいう（平二・九・二六 基発第五八四

号）。 
 また、登録した検査業者が、その事務所の

所在地を管轄する都道府県労働基準局長<
現・労働局長>の管轄区域を超える区域で、

特定自主検査を行うことを禁止するもので

はないこととされている（昭五三・二・一〇 
基発第七九号）。 
 
 (3) 登録の基準 
 検査業者の登録の基準は、次のとおりで

ある（登録省令第 19 条の 15）。 
 ①法第 54 条の 4 の厚生労働省令で定め

る資格を有する者の数が申請に係る特定自

主検査の業務を適正に行うために必要な数

以上であること 
 ②検査機器の数が申請に係る特定自主検

査の業務を適正に行うために必要な数以上

であること 
 ③次の事項を記載した特定自主検査の義

務に関する規程を定めていること 
 イ 特定自主検査を行うことができる機

械等の種類 
 ロ 検査料の額及びその収納方法に関す

る事項 
 ㇵ 特定自主検査の検査結果についての

証明書の発行に関する事項 
 二 特定自主検査の業務に関する帳簿の

保存に関する事項 
 ホ その他特定自主検査の業務に関し必

要な事項 
 ④特定自主検査の業務を行うために必要

な事務所を有すること 
 なお、①の「特定自主検査の業務を適正に

行うために必要な数」は、次に掲げる機械等

について、二名とする（平一〇・三・二六 基
発第一三一号）。 
 イ 動力プレス 
 ロ フォークリフト 
 ㇵ 車両系建設機械（整地・運搬・積込み

用、掘削用及び解体用） 
 二 車両系建設機械（基礎工事用） 
 ホ 車両系建設機械（締固め用） 
 へ 車両系建設機械（コンクリート打設用） 
 ト 不整地運搬車 
 チ 高所作業車 
 また、②の「特定自主検査の業務を適正に

行うために必要な数」とは、次の検査機器の

種類ごとに一以上あることをいう（平二・

九・二六 基発第五八四号）。 
 イ 法別表第二第一一号の動力により駆

動されるプレス機械 
 ○イ回転計 
 ○ロ停止性能測定装置 
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 ○ㇵ電圧計 
 ○ニ電流計 
 ○ホ絶縁抵抗計 
 ○ヘ探傷器 
 ○ト硬さ試験機 
 ロ フォークリフト、令別表第七に掲げる

建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場

所に自走できるもの、不整地運搬車、高所作

業車 
 ○イ シリンダー内の圧縮気体の圧力を測

定する圧力計 
 ○ロ 回転計 
 ○ㇵ シックネスゲージ 
 ○ニ ノズルテスター 
 ○ホ 油圧装置の圧力を測定する圧力計 
 ○ヘ 電圧計 
 ○ト 電流計 
 ○チ 探傷器 
 ○リ 摩擦ゲージ 
 さらに、③のホの「特定自主検査の業務に

関し必要な事項」とは、休日、営業時間、出

張検査の要領等をいう（昭五三・二・一〇 
基発第七九号）。 
 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、

法第 54 条の 3 第 1 項の登録の申請がこれ

らの基準に適合していると認めるときでな

ければ登録をしてはならない（本条第 4 項）。

また、これらの基準に適合していても、法第

54 条の 3 第 2 項に該当する者は、登録を受

けることができない。 
 
20．３ 運用 
 元行政官にインタビューしたところ、以

下の情報提供をいただいた。 
「登録機関制度の一つであるが、製造時

等検査等、性能検査、個別・型式検定を行う

登録機関の登録の規定ぶりとは異なる。そ

の理由として、検査業者制度は、導入当初か

ら公益法人ではなく民間企業が受け皿とな

る仕組みであり、公益法人改革のための登

録制度への移行とは無関係の制度であった

ことが考えられる。自動車の整備会社、建設

機械の整備会社など全国各地に数多くの検

査業者が存在し、特定自主検査済であるこ

とを示す三角のステッカーが機体に貼られ

ていることに気付くのが日常的である。車

の車検と同様に、社会に定着した制度とな

っている。」 
 
21 第 54 条の 4 
 
21．１ 条文 
第五十四条の四 検査業者は、他人の求

めに応じて特定自主検査を行うときは、

厚生労働省令で定める資格を有する者に

これを実施させなければならない。 
 
21．２ 趣旨及び内容 
 本条は、検査業者が他人の求めに応じて

特定自主検査を行うときは、厚生労働省令

で定める資格を有する者に実施させなけれ

ばならないことを定めたものである。 
 この厚生労働省令で定める資格としては、

特定自主検査対象機械等ごとに定められて

いる。 
 
21．３ 運用 
 以下は、労働新聞（労働新聞社）の内容を

一部加工の上で引用したものである。なお、

下線部は報告者によるものである。 
 令和 4 年 9 月 21 日、東京労働局は、約 8
年間にわたってフォークリフトの特定自主
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検査を無資格で行っていた検査業者に対し、

6 カ月間の業務停止処分を下した。労働安

全衛生法第 54 条の 4（検査業者）違反によ

り、令和 4 年 9 月 22 日～5 年 3 月 21 日の

間、特定自主検査業務の停止を命じている。

同社では、従業員４人が運搬・掘削用などの

車両系建設機械に関する特定自主検査業務

を担当していた。うち１人がフォークリフ

トについての資格を持っていないにもかか

わらず、検査を行っていた。平成 25 年 8 月

～令和 3 年 9 月までの約 8 年間、検査の依

頼があった 2 社に対し、延べ 10 台のフォー

クリフトを検査している。同労働局が同社

の監査に入った際、違反の事実を確認した。

「大型の建設機械の検査資格を持っていれ

ば、フォークリフトも検査できると考えて

いたようだ」などと話している。無資格者に

よるフォークリフトの検査は無効であり、

再度検査が必要となる 34。 
 
22 第 54 条の 5 
 
22．１ 条文 
第五十四条の五 検査業者がその事業の

全部を譲り渡し、又は検査業者について

相続、合併若しくは分割（その事業の全

部を承継させるものに限る。）があつた

ときは、その事業の全部を譲り受けた者

又は相続人（相続人が二人以上ある場合

において、その全員の同意により事業を

承継すべき相続人を選定したときは、そ

の者。以下この項において同じ。）、合併

後存続する法人若しくは合併により設立

された法人若しくは分割によりその事業

の全部を承継した法人は、その検査業者

の地位を承継する。ただし、当該事業の

全部を譲り受けた者又は相続人、合併後

存続する法人若しくは合併により設立さ

れた法人若しくは分割により当該事業の

全部を承継した法人が第五十四条の三第

二項各号のいずれかに該当するときは、

この限りでない。 
２ 前項の規定により検査業者の地位を

承継した者は、厚生労働省令で定めると

ころにより、遅滞なく、その旨を厚生労

働大臣又は都道府県労働局長に届け出な

ければならない。 
 
22．２ 趣旨及び内容 35 
 本条は、検査業者又は作業環境測定機関

がその事業の全部を譲り渡し、又はこれら

について相続、合併若しくは分割があった

ときは、その事業の全部を譲り受けた者又

は相続人（相続人が二人以上ある場合にお

いて、その全員の同意により事業を承継す

べき相続人を選定したときは、その者）、合

併後存続する法人、合併により設立された

法人若しくは分割によりその事業の全部を

承継した法人は、欠格事由に該当する場合

を除き、検査業者又は作業環境測定機関の

地位を承継することとしたものである。 
 
22．３ 沿革 
 元行政官にインタビューしたところ、以

下の情報提供をいただいた。 
 「検査業者の事業の譲渡、相続、合併につ

いては、従来は改めて登録し直さなければ

ならなかったが、実質的には必要条件は引

き続き満たしていると考えられるので、こ

うした場合には原則地位の承継ができるこ

ととされたもので、平成 11 年の改正により

追加された。さらにその後平成 12 年の商法
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改正に伴う改正により、事業の分割による

場合が追加された。」 
 
22．４ 運用 

平成 19 年 9 月 20 日、厚生労働省 36は、

以下の適用例を公表している。なお、報告者

により一部加工をしている。 
「１．某社は動力プレスの特定自主検査を

実施する検査業者として、労働安全衛生法

（以下「法」といいます。）第 54 条の 3 の

規定に基づき厚生労働大臣の登録を受けて

いる。 
２．法第 54 条の 4 の規定により、検査業者

は、他人の求めに応じて特定自主検査を行

うときは、厚生労働省令で定める資格（以下

「検査者資格」といいます。）を有する者に

これを実施させなければならないこととさ

れているが、同社の某検査事務所に所属す

る社員が、平成 18 年 2 月 25 日から平成 18
年 11 月 5 日までの間、検査者資格を有する

ことなく特定自主検査を実施したことが明

らかとなった。 
３．このため、法第 54 条の 6 の規定に基づ

き、某社に対して、同社が行う特定自主検査

の業務のうち、同社小牧検査事務所の業務

及び同検査事務所が担当する地域における

業務について、平成 19 年 9 月 21 日から平

成 20 年 3 月 20 日までの 6 月間の業務停止

を命令した。」 
 
23 第 54 条の 6 
 
23．１ 条文 
第五十四条の六 厚生労働大臣又は都道

府県労働局長は、検査業者が第五十四条

の三第二項第一号又は第三号に該当する

に至つたときは、その登録を取り消さな

ければならない。 
２ 厚生労働大臣又は都道府県労働局長

は、検査業者が次の各号のいずれかに該

当するに至つたときは、その登録を取り

消し、又は六月を超えない範囲内で期間

を定めて特定自主検査の業務の全部若し

くは一部の停止を命ずることができる。 
一 第五十四条の三第四項の基準に適合

しなくなつたと認められるとき。 
二 第五十四条の四の規定に違反したと

き。 
三 第百十条第一項の条件に違反したと

き。 
 
23．２ 趣旨及び内容 37 
 本条は、検査業者として登録を受けた後

において、登録の基準に適合しなくなった

り、資格のない者に特定自主検査を実施さ

せたりした場合には、厚生労働大臣又は都

道府県労働局長が、その検査業者の登録を

取り消し、又は一定の期間、その業務の停止

を命ずることとしたものである。 
 検査業者としての登録を受けた後におい

て、法第 45 条第 1 項若しくは第 2 項に違

反し、又は本条第 2 項の規定による命令に

違反して、罰金以上の刑に処せられた場合

（法人でその業務を行う役員が同様の刑に

処せられた場合を含む。）には、厚生労働大

臣又は都道府県労働局長は、必ずその検査

業者の登録を取り消さなければならない。 
 また、次の場合には、厚生労働大臣又は都

道府県労働局長の裁量により、検査業者の

登録の取消し、又は六カ月を超えない範囲

内で期間を定めて特定自主検査の業務の全

部又は一部の停止を命ずることができるこ
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ととされている（本条第 2 項）。 
 ①登録の基準に適合しなくなったとき 
 ②資格者以外の者に特定自主検査を実施

させたとき 
 ③登録の際、厚生労働大臣又は都道府県

労働局長により条件が付された場合におい

て、その条件に違反したとき 
 検査業者の役員又は職員が、本条第 2 項

の規定による業務の停止の命令に違反した

場合は、1 年以下の懲役又は 100 万円以下

の罰金に処せられる（法第 118 条）。 
 
D．考察及びＥ．結論 
 今年度の研究は、対象条文に係る解説書

等のレビューを行うとともに、統計資料等

を通じて対象条文の適用場面を確認した。

また、2 名の元行政官にインタビューを行

い、その結果を本報告書に集約した。 
 現行の日本の労働安全衛生法制度は、基

軸となる法典の制定から約 50 年を経て、危

害防止基準の充実、安全衛生管理体制の整

備など、多くの長所を持っている 38。 
 安衛法第 5 章では、職場に高いリスクを

もたらす機械等と有害物を特定し、機械等

については、リスクの程度や性質に応じて、

製造の許可、諸種の検査、使用制限、譲渡制

限などを定めている。 
 そして、同章には、本研究の中心である安

衛法第 46 条～54 条の 6 において検査機関

（及びその業務）の適格性確保を図る条文

も定められている。これらは、先行研究で示

唆された「重点傾斜的規制（高リスクの作業

や要因に重点を置いた規制）」39として、日

本の安衛法の特徴を表している。 
もっとも、アンケート結果や元行政官へ

のインタビュー等を通じて、幾つかの課題

も明らかになった。 
まず、第 46 条第 1 項等は、一見してその

要件や内容が明らかでないだけでなく、引

用をした条項の解釈等の関係でも、その具

体的内容が把握し難くなっていることが明

らかになった。 
 次に、定期自主検査に関わる第 45 条につ

いては、一部の中小企業等で遵守されない

ことが多い規定であることが明らかになっ

た。また、今後、自律的管理に移行する動き

が加速すれば、定期自主検査指針等の取扱

いや法的効果についても整理する必要があ

ることも明らかになった。 
 以上の課題は、先行研究でも指摘されて

いた「規定の複雑化・膨大化や形式的コンプ

ライアンス、中小企業における遵法困難な

ど」といった課題 40に共通する部分がある。 
 当該課題に対しては、先行研究において

も指摘があった「法律を具体化する政省令

に抽象的な文言を盛り込み、遵法立証責任

を事業者に課し、専門官が判定する等の手

続により事業者の実態に合った要件を特定

する」といった方策や「ガイドラインの整

備・充実化を図り、基本的には違法ではなく

遵法の判断基準として事業者らに活用させ

る」等といった立法技術上の方策が考えら

れる 41。その上で、対象条文の適用場面等

について、事業者に周知し、その理解を深

め、労働災害防止の目的を実現することが

課題克服に繋がり得ると思われる。 
 
Ｆ．研究発表 

1．論文発表 
なし。 
2．学会発表 
なし。 
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Ｇ．知的所有権の取得状況 

1．特許取得 
該当せず。 

2．実用新案登録 
 該当せず。 

3．その他 
 該当せず。 
Ｈ．引用文献 
 脚注を参照されたい。 
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以下は、元行政官の方よりご提供をいただいた資料（別添１〔労働安全衛生分野での検

査・検定機関制度の変遷〕、別添２〔検査機関制度関係通達〕）である。 
 
別添 1 

 

労働安全衛生分野での検査・検定機関制度の変遷 

第１部 【検査機関制度の移り変わり】 

 

○ 明治４４年（１９１１年）１２月９日付け警視庁令第３０号で、明治２７年（１８９

４年）４月に制定された汽罐及汽機取締規則（警視庁令第２４号）の一部が改正され、第
１２条第２項に「警視廳ニ於テ指定シタル汽罐、汽機保険業者ノ検査證書ヲ有スル汽罐、
汽機ニ對シテハ前項ノ定期検査ニ限リ之ヲ行ハス但シ此ノ場合ニ於テハ其ノ検査證書ノ写
シ添ヘ其ノ證書受領ノ日ヨリ五日以内ニ所轄警察署ヲ経テ警視廳ニ届出ヘシ之ヲ変更シタ
ルトキ亦同シ」という規定が追加されたことが確認できた。なお、損保ジャパンの HP中
「ボイラー事故とボイラ保険の移り変わり」にある簡易年表には、同年、損保ジャパンの
前身に当たる「第一機関汽罐保険、ボイラー検査代行者に指定（東京）」との記述があ
る。 
なお、同様の汽罐汽機取締規則は他県でも定められていたことが国立国会図書館デジタル
コレクションで「汽罐汽機取締規則」の検索により確認できたが、検査代行者制度の導入
の先陣をきったのが東京かどうかは確認できない。 
 
○ 昭和１０年（１９３５年）旧内務省が全国に適用される汽罐取締令（昭和十年四月九
日内務省令第二〇號）を定め、その第１４条第１項で「汽罐ニシテ内務大臣ノ指定スル保
險業者ノ保險ニ付シタルモノニ付テハ地方長官ハ前條第一項ノ更新檢査ハ之ヲ省略スルコ
トヲ得」と規定された。同年、第一機罐保険（旧第一機関汽罐保険）が全国都道府県の検
査代行認可を取得（損保ジャパン HPの簡易年表）した。 
 
○ 昭和２２年（１９４７年） 労働基準法（昭和２２年４月５日法律第４９号）制定 
性能検査については、第４７条第２項で、「前項の性能検査は、同項の行政官庁の外、労
働に関する主務大臣が指定する他の者に行わせることができる。」とされ、保険業者であ
ることが指定の要件から除かれた。 
 
○ 性能検査の対象、手続き、検査代行者の申請手続き等については、旧労働安全衛生規
則（昭和 22 年 10月 31日労働省令第９号）において定められた。 
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○ この労働基準法の下での労働大臣による性能検査代行者の指定は、以下のとおり（各
検査機関の HP 掲載情報から作成）である。なお、アセチレン溶接装置の性能検査代行者
の指定は行われなかった模様。 
 
・ボイラー・第一種圧力容器 
昭和２３年１月 安田火災海上保険 
同２８年６月 社団法人日本ボイラ協会 
同３７年４月 社団法人ボイラ圧力容器安全協会 
・クレーン、移動式クレーン、デリック 
昭和３９年７月 社団法人日本クレーン協会 
同３９年１２月 社団法人ボイラ・クレーン安全協会 
・ゴンドラ 
昭和４６年４月 社団法人日本クレーン協会 
同４７年４月 社団法人ボイラ・クレーン安全協会 
・エレベーター 
昭和４７年４月 社団法人日本クレーン協会 
同４７年４月 社団法人ボイラ・クレーン安全協会 
 
○ 昭和４７年１０月 労働安全衛生法施行 
同法の施行に伴い、検査代行者制度から検査代行機関制度に改められるとともに、新たに
「検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則」が定められた。同規則において
は、指定基準として、公益法人であること（検査には損保会社も含む。）、新たな指定が従
来の検査等の的確かつ円滑な実施を阻害しないことなどが明確化された。 
それまでの指定の実態をみると、それまで運用で行われてきたことを省令に明確にしたも
のと考えられる。しかし、これらの要件は、公務員の天下り先公益法人の確保と、それら
の収益確保のためであるなどとして、後年の行政改革の矢面に立たされることになる。 
 
○ 昭和４７年１０月 労働基準法下で指定を受けていた性能検査代行者が、新法に基づ
く「性能検査代行機関」として指定を受ける。 
 
○ 昭和５８年８月 外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一
部を改正する法律（昭和五八年五月二五日法律第五七号）施行 
関係１６本の法律が一括法により改正されたが、その目的は、外国製造者が我が国の認証
制度において定められた各種認証を取得するための手続に、国内の者と実質的に同等の条
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件で直接参加できる途を法制度的に確保することであり、これにより労働安全衛生法の検
査・検定制度についても外国製造者が直接参加できる途が確保された。 
この改正後、実際に、国の検査官や検定機関の検定員が、移動式クレーンの使用検査や第
二種圧力容器の個別検定などにおいて、外国製造者の求めに応じ当該外国製造者の元に出
向いて実機の検査を行う例が定着した。 
なお、日本の公務員が安衛法に基づく検査を外国で行うことは、当該外国での公権力の行
使に当たるため、外交ルートを通じて相手国政府の正式な事前承認を得る必要であるとい
う別の面での障壁までは撤廃されていなかった。 
 
○ 昭和５９年３月 ボイラー、クレーン等に関する届出や報告の簡素化 
関係省令の改正により、国の許認可等の整理簡素化の一環として、検査代行機関が行うボ
イラー及び第一種圧力容器の性能検査を受ける旨の事前報告（明治４４年の警視庁汽缶汽
機取締規則で同様の届出を義務付けて以来維持されてきた報告）、移動式の第二種圧力容
器などの設置報告の廃止、各種報告書の記載事項の簡略化が行われた。 
 
○ 平成４年５月 検査代行機関による製造時等検査が可能に 
規制緩和推進要綱(昭和六三年一二月閣議決定)等に基づき、いわゆる保安三法(労働安全衛
生法、消防法及び高圧ガス取締法)に基づく完成前の検査について、各指定検査機関等の相
互乗り入れの実施のための条件整備を図ることを目的として、法第３８条（以下を参照）
が改正され、労働大臣が指定する機関において、特定機械等の製造時等の検査を行うこと
ができることとされた（平成４年法律第５５号、同年１０月１日施行）。ただし、１項１
号の「製造時等検査対象機械等のうち労働省令で定めるもの」は、ボイラー則で定めた
「特定廃熱ボイラー」のみで、他の機械等が定められることはなかった。 
そして、この時点では省令事項とされている製造時等検査代行機関の指定手続きが、平成
１５年の登録制度への移行に際して法律に規定することが求められることになる。 
 
（製造時等検査等） 
第３８条 特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、特定機械等で労働省令で定
める期間設置されなかったものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止
したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、労働省令で定めるところ
により、当該特定機械等及びこれに係る労働省令で定める事項（以下この項におい
て「製造時等検査対象機械等」という。）について、都道府県労働基準局長の検査を
受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 
一 製造時等検査対象機械等のうち労働省令で定めるものについて、労働省令で定
めるところにより、労働大臣の指定する者（以下「製造時等検査代行機関」とい
う。）の検査を受けた場合 
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二 （略） 
（２項及び３項 略） 
 
○ 平成８年７月(1996) 日本ボイラ協会が特定廃熱ボイラー製造時等検査代行機関の指
定を受ける。 
 
○ 平成１２年 検査（検定）代行機関の指定基準から公益法人要件を除外 
平成 12 年 3 月 30 日労働省令第 12 号により、製造時等検査代行機関、性能検査代行機関、
個別検定代行機関及び型式検定代行機関の指定の基準について、民法第 34条の規定により
設立された法入(以下「公益法人」という。)であること(性能検査代行機関については、公
益法人又は損害保険の事業を行う保険会社であること。)の要件が除かれた。 
この指定基準の緩和に伴い、平成１４年以降、3社が指定（登録）を受けている。 
なお、指定基準の中には、「その指定をすることによつて、申請に係る性能検査の的確かつ
円滑な実施を阻害することとならないものであること。」という基準も存在していた。指定
する側の裁量が大きかったことを物語っている。 
 
○ 平成１５年 指定制度から登録制度への移行 
「公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律」（平成
１５年６月２４日法律第 102 号）により、平成 14年 3月に閣議決定された「公益法人に
対する行政の関与の在り方の改革実施計画」を踏まえ、国から公益法人等が委託等を受け
て行っている検査、検定、資格付与等の事務及び事業について、官民の役割分担及び規制
改革の観点からの見直しを行うため、以下のような改正が行われた。 
(1) 登録機関による実施(労働安全衛生法第 14 条等関係) 
労働安全衛生法に基づく製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定、技能講習及び教
習並びに作業環境測定法に基づく作業環境測定士に係る講習及び研修(以下「検査、検定
等」という。)について、指定機関による実施から登録機関による実施に改められた。 
重要な点は、指定制度が登録制度に変わったことよりも、この改正により、それまで国又
は検査機関が行うとされてきた製造時等検査（ボイラー及び圧力容器に対象が限定されて
いる。）、性能検査、個別検定及び型式検定について、これらの検査は登録検査・検定機関
が行うものとされ、国は、登録機関による検査・検定が行えない場合に、補完的に実施す
る立場になったことである。なお、移動式クレーン及びゴンドラの製造時等検査並びに労
働基準監督署のみが行っている落成・変更・使用再開の各検査は、引き続き、国が行って
いる。 
(2) 登録基準の明確化等(労働安全衛生法第 46 条等関係) 
登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、登録
教習機関及び登録講習機関(以下「各登録機関」という。)の登録基準を法律上明確化する
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とともに、登録を申請した者が登録基準に適合しているときには、厚生労働大臣又は都道
府県労働局長は、当該申請者を登録しなければならないこととなった。 
 
○ 平成２４年 登録検査機関が行う製造時等検査を廃熱ボイラーからボイラー及び第一
種圧力容器に拡大 
平成２４年１月のボイラー則の改正により、同年４月１日から、労働安全衛生法第 38 条
第 1項の規定により登録製造時等検査機関が製造時等検査を行うこととされている特別特
定機械等が、特定廃熱ボイラーからボイラー及び第一種圧力容器に拡大され、ボイラー及
び第一種圧力容器の製造時等検査(構造検査、溶接検査及び使用検査)は、登録製造時等検
査機関が行うこととなった。 
これは、省内事業仕分けに際して、行政の効率化や民間活力を活用する観点から、当時労
働局が実施していたボイラー及び第一種圧力容器の製造時等検査について登録機関が実施
できる制度とする改革案を担当課から提示したことによるものである。 
なお、登録製造時等検査機関により拡大された製造時等検査を行うための登録が進められ
たのは平成２５年５月からであり、以降、検査機関側の検査体制の整備の進捗に合わせ、
労働局が製造時等検査を行わない地域が順次拡大されてきている。 
 
○ 平成２７年６月 外国に立地する製造時等検査機関等の登録が可能に 
平成２６年法律第８２号による改正で、登録製造時等検査機関等について、日本国内に製
造時等検査等の業務を行う事務所を有しない外国に立地する機関についても、外国登録製
造時等検査機関等として登録を受けられるものとされた。 
外国登録製造時等検査機関等に対する法第 46 条から第 51 条まで(第 53条の 3、第 54 条
及び第 54 条の 2 において準用する場合を含む。)、第 103 条第 2項、第 112条及び第 112
条の 2(第 1項第 5号の外国登録製造時等検査機関等の登録の取消しに係る公示を除く。)
の規定の適用については、登録製造時等検査機関等に対するものと同様である。 
この改正後、防爆構造電気機械器具について外国に立地する検定機関３機関が登録型式検
定機関の登録を受けている。 
 
※ 法律に定めを有しない省令上の制度としての「指定外国検査機関」制度 

 
 【通達に基づく制度としてスタート】 

(昭和六〇年三月二七日付け基発第一六三号) 
(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)抜粋 

 
昨年四月二七日に経済対策閣僚会議において決定された対外経済対策の項目の一つとして
外国の検査機関の積極的活用が盛り込まれ、これにより、労働安全衛生法に基づくものを
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含め主要な基準・認証制度において、外国事業者が我が国の認証を一層容易に取得しうる
ようにするため、①検査能力等に関し一定の要件を満たす外国の検査機関が作成した検査
データを受け入れることとし、また、②検査データの受け入れに関するガイドラインを作
成することとされたところである。 
今回の改正は、上記対外経済対策に基づき、労働安全衛生法上の使用検査、個別検定及び
型式検定において、労働大臣が指定する外国検査機関が作成した書面を添付することがで
きることとしたものである。 
なお、今回の改正により労働大臣が外国検査機関を指定することとされたが、その指定に
当たつての基準等については、既に昭和六〇年一月一〇日付け基発第一〇号をもつて通達
したところである。（本通達の内容：別紙） 
 
【「指定外国検査機関」制度を省令で規定し直し】  
 
労働基準局長が定めた基準に基づき大臣が指定、取消等の行政処分を行う仕組みになって
いたことから、取消該当事案の発生に際し、通達に基づく行政処分を行うことができず、
通達内容を省令で規定し直した。 
 

(平成 28 年 9月 30 日付け基発 0930 第 34 号)抜粋 
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知) 

 
指定外国検査機関は、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和 47 年労働省令第 33 号。以下
「ボイラー則」という。)第 12 条第 4 項等の規定により、ボイラー等が厚生労働大臣の定
める基準に適合することを明らかにする書面を発行することができる厚生労働大臣が指定
する機関として、労働省労働基準局長通達により運用してきたところであるが、同機関を
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和 47 年労働省
令第 44 号。以下「登録省令」という。)に位置づけ、指定基準、実施義務等を規定した。 
 
ボイラー則の例 参照条文（昭和６０年労働省令第１号で改正後の規定） 
 
 （使用検査） 
第１２条 （第３項まで 略） 
４ ボイラーを輸入し、又は外国において製造した者が使用検査を受けようとするとき
は、前項の申請書に当該申請に係るボイラーの構造が法第３７条第２項の労働大臣の定め
る基準（ボイラーの構造に係る部分に限る。）に適合していることを労働大臣が指定する
者（外国に住所を有するものに限る。）が明らかにする書面を添付することができる。 
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※ 平成４年４月２２日現在 ６の指定外国検査機関が存在する。 
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別 紙 

 

基発第１０号（昭和６０年１月１０日付け） 

労働省労働基準局長 

 

ボイラー及び圧力容器安全規則第１２条第４項等の規定に基づく 

労働大臣の指定の基準等について 

 

ボイラー及び圧力容器安全規則第１２条第４項及び第３７条第４項、クレーン等安全規則

第５７条第５項、ゴンドラ安全規則第６条第５項並びに機械等検定規則第１条第２項及び

第６条第２項に基づく指定の基準等を下記のとおり定めたので了知されたい。 

 

記 

 

１．指定の申請 

⑴ ボイラー及び圧力容器安全規則第１２条第４項若しくは第３７条第４項、クレーン等

安全規則第５７条第５項、ゴンドラ安全規則第６条第５項又は機械等検定規則第１条第２

項若しくは第６条第２項（以下「ボイラー及び圧力容器安全規則第１２条第４項等」という。）

の指定を受けようとする者は、日本語で記述された指定申請書（様式第１号）に、日本語で

記述された次の書面を添えて、労働大臣に提出しなければならない。 

① 国立の若しくは国の指定する検査機関又はこれらに準ずる検査機関であることを証す

る書面 

② ボイラー及び圧力容器安全規則第１２条第４項等の指定を受けて、ボイラー及び圧力

容器安全規則第１２条第４項等に規定する労働大臣の定める基準に適合していることを明

らかにする書面の作成（以下「検査データの作成」という。）を行おうとする機械等に係る

検査又は検定の実績を示す書面 

③ 定款又はこれに準ずる書面 

④ 検査等データの作成の業務の実施方法を定めた書面 

⑤ 検査員又は検定員の氏名及び略歴並びにこのうち検査長又は主任検定員（検査員又は

検定員のうち、他の検査員又は検定員を指揮するとともに、検査又は検定の業務を直接管理

する者をいう。）の氏名を記載した書面 

⑥ すべての事業所の所在地を示す書面 

⑦ 検査等データの作成の業務に使用する機械、器具その他の設備の種類、数及びその性能

を示す書面（事業所ごとに記載すること） 

⑧ 役員の氏名及び略歴を記載した書面 

⑨ 資本の額及び構成を記載した書面 
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⓾ 最近３年間の事業年度末の財産目録及び貸借対照表 

⑪ 検査又は検定以外の業務を行っている場合にはその業務の概要を示す書面 

⑵ 労働大臣は、記の１の申請が次の各号に適合していると認めるときは、指定を行うもの

とする。 

① 国立の若しくは国の指定する検査機関又はこれらに準ずる検査機関であること。 

② 検査等データの作成の業務を適確に実施するに足りる技術的能力を有すること。その

判断に当たっては、次の項目で審査を行う。 

イ 検査等データの作成の業務を円滑に遂行するための組織及び機械、器具その他の設備

を有すること。 

ロ 検査等データの作成の業務を行おうとする機械等の検査技術等に関する相当程度の技

術能力を有する検査員又は検定員を相当人数擁していること。 

ハ 検査長又は主任検定員を指定していること。 

ニ 検査等データの作成の業務の適正な実施方法を定めていること。 

③ 検査等データの作成の業務を適確に実施するに足りる経理的基礎を有すること。その

判断に当たっては、次の項目で審査を行う。 

イ 累積欠損がなく、かつ、経営状態が良好であること。 

ロ 事業規模に比し、相当程度の固定資産を保有していること。 

④ 検査等データの作成の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないと認められるこ

と。その判断に当たっては、次の項目で審査を行う。 

イ 役員の構成 

ロ 取引関係 

ハ 検査又は検定の業務以外の業務を兼業している場合には、特定の検査対象者又はこれ

と密接な関係を有する者からの事業収入に過度に依存しないこと。 

２．指定外国検査機関の義務 

⑴ 記の１の指定を受けた者（以下「指定外国検査機関」という。）は、毎年事業年度経過

後遅滞なく、日本語で記述された事業報告書及び収支報告書を労働大臣に提出しなければ

ならない。次に掲げる事項について、当該事業年度中に変更があった場合には、その内容を

示す書面を添付しなければならない。 

① 検査員又は検定員の氏名 

② 資本金の額及び構成 

③ 検査員又は検定員の氏名及び略歴 

④ 検査等データの作成の業務の実施方法 

⑤ 事業所の所在地 

⑵ 指定外国検査機関は、検査等データの作成の業務を他の者に委託してはならない。 

⑶ 指定外国検査機関は、検査等データの報告書の副本を３年間保存しなければならない。 

⑷ 指定外国検査機関は、検査対象者の同意なく、検査上知り得た秘密を漏らしてはならな
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い。 

⑸ 指定外国検査機関は、検査等データの作成の業務を休止又は廃止するときは日本語で

記述された書面により、労働大臣に提出しなければならない。 

⑹ 指定外国検査機関は、労働大臣が、指定外国検査機関の業務の適切な運営のため必要が

あると認めた場合において、その職員をして当該指定外国検査機関の事業場に立入り、関係

者に質問させ、もしくは検査等データの作成の業務に関し必要な報告を求めたときには、こ

れに応じなければならない。 

３．指定の取消し 

労働大臣は、指定外国検査機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取消すことが

できる。 

⑴ 記の１⑵の基準に適合しなくなったと認められるとき。 

⑵ 記の２の義務に違反したとき。 

⑶ 不正の手段により指定外国検査機関としての指定を受けたとき。 

⑷ その他公正かつ適確に検査等データの作成の業務を実施していないと認められるとき。 

 

（様式 略） 
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第２部 【検定機関制度の移り変わり】 

 
○ 昭和２２年 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）の下で定められた旧労働安全衛
生規則（昭和２２年労働省令第９号）第３５条において、「内圧容器の耐圧証明書は、労
働省労働基準局長が指定した者又は都道府県労働基準局長が発行したものでなければなら
ない。」旨定められたのが、個別検定機関制度の始まりである。ただし、旧労働安全衛生
規則に基づいて耐圧証明代行者の指定を受けた機関があったかどうかは不明。 
 
○ 昭和２５年１２月 労働衛生保護具検定規則制定。同時に制定された「防じんマスク
JIS」を用いた労働省による防じんマスクの検定開始。型式検定の始まり。事務は労働省で
実施し、検定は労働科学研究所に委託（同年１２月同研究所に「労働省労働衛生保護具検
定室」設置。公益財団法人大原記念労働科学研究所 HP の沿革より） 
 
○ 昭和３４年 ボイラ及び圧力容器安全規則（昭和３４年労働省令第３号）が旧労働安
全衛生規則から分離され、特別則として定められた。同規則第６７条で「第二種圧力容器
（従前の内圧容器）を譲渡、貸与、又は設置しようとする者は、当該第二種圧力容器が関
係構造規格を具備することについて、所轄都道府県労働基準局長又は労働大臣が指定した
者（以下「耐圧証明代行者」という。）から耐圧証明書の交付を受けなければならない。」
旨定められ、局長指定から大臣指定に改められた。 
 
○ 昭和３４年 4月 労働省労働衛生研究所で防じんマスクの検定開始 
 
○ 昭和３５年 第二種圧力容器の耐圧証明代行者の初めての指定 
 
○ 昭和４４年４月 労働省産業安全研究所で防爆構造電気機械器具についての国の検定
開始 
 
○ 昭和４７年１０月 労働安全衛生法制定とともに、機械等検定規則が定められ、検定
代行機関制度が導入された。 
 
型式検定対象の機械等(検定則第一条)： 
①防爆構造電気機械器具、 
②防じんマスク、 
③防毒マスク、 
④プレス機械またはシャーの安全装置、 
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⑤ゴム、ゴム化合物または合成樹脂を練るロール機の急停止装置 
⑥クレーンまたは移動式クレーンの過負荷防止装置を定めたこと。 
検定実施者： 労働大臣または検定代行機関 
検定合格証の有効期間：  防じんマスク・防毒マスク以外のもの ３年 
防じんマスク・防毒マスク ５年 
 
個別検定対象の機械等(検定則第二条)： 
⑦アセチレン溶接装置のアセチレン発生器 
⑧第二種圧力容器を定めたこと。 
検定実施者： 都道府県労働基準局長または検定代行機関 
 
○ 昭和４７年１０月 産安協型式検定代行機関指定（労働大臣） 
 
○ 昭和５０年１月 検定対象品目に次の 7 品目追加 
①木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの 
②交流用アーク溶接機用自動電撃防止装置 
③絶縁用保護具 
④絶縁用防具 
⑤小型ボイラー 
⑥小型圧力容器 
⑦保護帽 
 
○ 昭和５０年１２月 小型ボイラー・小型圧力容器の個別検定代行機関初めて指定 
 
○ 昭和５１年１月 保護帽型式検定への追加 
 
○ 昭和５２年１月 動力プレス型式検定への追加 
 
○ 昭和５３年１月 安衛法・検定規則改正（個別検定と型式検定の区分） 
 
○ 昭和５５年度 検定又は構造規格のある機械等の買い入れ試験開始（H7年度終了。H12
から呼吸用保護具の買取試験、継続中） 
 
○ 平成１２年１１月 防じん・防毒マスク型式検定代行機関指定 
（産医研から産安協に移管）これ以降、国は検定業務を行っていない。 
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○ 平成１６年３月 登録検定機関制度へ移行 
 
○ 平成２６年１２月 改正安衛法による電動ファン付き呼吸用保護具の型式検定開始 
 
○ 平成２７年６月 外国立地の製造時等検査、個別検定、型式検定機関登録制度開始 

以上 
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第３部 【検査関係法令と検査機関制度の変遷（ボイラー関係）】 

 

○東京警視本署甲第六十号布達（明治十年十一月二十一日）（1877 年） 

 
蒸汽機関ヲ装置スル諸製造所ヲ建設セント欲スル者ハ自今器械ノ構造及場所詳
細図面ヲ相添ヘ出願可致此㫖布達候事 
 
 
○汽罐及汽機取締規則（明治二十二年五月二十九日）（1889 年） 

 

警視廳汽罐及汽機取締規則ヲ定ム 
 警察令 
警視廳汽罐及汽機取締規則左ノ通之ヲ定メ明治十年十一月甲第六十號布達ハ廃
止ス 
 
  第一章 
第一條 凡ソ営業用ニ供スル汽罐及汽機ノ定著ニ係ルモノハ据付前其可搬ニ係
ルモノハ使用前ニ警視廳ノ検査ヲ受クルニアラサレハ之ヲ据付又ハ使用スルコ
トヲ得ス 
第二條 前條ノ汽罐及汽機等（煖管、蒸釜、烟突、其他工場ノ装置ヲ云ウ）ヲ建
設セントスル者ハ左ノ事項及其場ノ構造仕様書並図面ヲ添ヘ所轄警察署ヲ経テ
警視廳ニ願出允許ヲ受クヘシ但汽罐汽機其他ノ構造ヲ変換スルトキモ亦同シ 
   汽罐 
一 汽罐ノ種類及箇數  「コールニシ」「ランガシヤール」ノ類 
     何箇 
一 汽罐ノ寸法  長サ何程 
     幅 何程 
一 罐板ノ種類及厚サ  並鐵又ハ BB 又ハ鋼鐵製 
     厚サ何程 
一 常用汽壓   毎平方吋上 
     何ポンド 
一 傳熱面ノ積  何平方尺 
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一 爐格ノ面積  同 
一 安全瓣ノ箇數寸法及図面 何箇 
     何吋 
一 燃料ノ種類  石炭又ハ何々 
一 燃料ノ消費髙  毎一時間何程 
     一箇年 何程 
  汽機 
一 汽機ノ種類 
一 汽

シリン
筒
ド ル
ノ寸法  徑何吋 

一 衝
ス ト
程
ローク

   何吋 
一 回轉數   一分間何回 
一 實馬力   何程 
第三條 前條ノ允許ヲ得タル後其構造等落成シタルトキハ所轄警察署ヲ経テ警
視廳ニ届出検査ヲ受ケ其證ヲ受クヘシ 
第四條 第ニ條ノ允許ヲ得タル日ヨリ三十日以内ニ其建設ニ著手セサルモノハ
允許ノ効ヲ失フモノトス 
第五條 検査證ヲ遺失毀損シ又ハ其氏名等ヲ変換シ其他検査證面ニ異動ヲ生シ
タルトキハ所轄警察署ヲ経テ警視廳ニ届出其再渡又ハ書換ヲ請ウヘシ但廃業ノ
トキハ検査證ヲ返納スヘシ 
第六條 汽罐汽機等ノ毀損ニ係リ其他危害ノ虞アリト認ムルトキハ其使用ヲ禁
止シ検査證ノ返納セシムルコトアルヘシ 
  第二章 検査 
第七條 警視廳ハ毎年検査員ヲ派遣シ汽罐汽機ノ要部ヲ点検シ若シ其必要ト認
ムルトキハ水壓試験ヲ行ヒ又ハ罐板ニ孔ヲ穿チ其厚サヲ検査スルコトアルヘシ 
第八條 検査ヲ分テ定期臨時ノ二種トス定期検査ハ毎年二回臨時検査ハ其必要
ト認ムルトキ之ヲ行フヘシ但定期検査ノ日時ハ凡ソ一週間前ニ持主ニ通知スル
モノトス 
第九條 持主ニ於テ定期検査ノ通知ヲ受ケタルトキハ汽罐汽機及烟突等充分ニ
掃除シ受検ノ準備ヲ爲シ置クヘシ 
第十條 定期検査ノ時ハ第二條ノ事項ヲ詳記シタル書面ヲ臨場ノ検査員ニ差出
スヘシ 
第十一條 検査ノ時ハ持主及機關手之カ立会ヲ爲スヘシ 
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第十二條 第三條ノ検査ヲ受ケス又ハ第九條ノ準備ヲ怠リ若クハ事故に托シケ
ンサヲ拒ミタル者ハ汽罐及汽機ヲ使用スルコトヲ禁ス 
  第三章 罰則 
第十三條 本則第一條第二條第三條第五條第九條第十二條ヲ犯シタル者ハ刑法
第四百二十五條第五項ニ依リ三日以上十日以下ノ拘留又ハ壱円以上壱円九拾五
銭以下ノ科料ニ処ス 
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〇汽罐及汽機取締規則（明治二十七年四月二十六日） 

警視廳令第二十四號 
汽罐汽機取締規則ヲ左ノ通之ヲ定ム伹明治二十二年五月警察令第二十一號汽罐
及汽機取締規則ハ廢止ス 
明治二十七年四月二十六日 
汽罐汽機取締規則 
第一條 汽罐竝汽機ヲ設置セントスル者ハ其定著ニ係ルモノハ据付前其可搬ニ
係ルモノハ使用前願書ニ左ノ事項ヲ添附シ所轄警察署又は警察分署ヲ經テ警視
廳ニ願出許ヲ受クヘシ其增設變更ヲ爲サントスルトキモ亦同シ但此場合ニ於テ
ハ增設變更ニ關スル事項ノ外添附スルヲ要セス 
一 設置場ノ地名番號竝四隣ノ略圖 
二 製造所工場及烟突ノ構造仕様書竝其略圖（平面圖、側面圖、截斷面圖） 
三 工場落成期日 
四 機械ノ名稱及其箇數 
五 汽罐汽機使用ノ目的及使用時間 
六 汽罐汽機取扱主任ノ履歴 
七 汽罐構造調書 
一 汽罐ノ種類及個數  「コルニツシ」「ランカシヤー」直立罐 
或ハ管成罐等ノ類 
一 汽罐ノ寸法    罐胴長徑何呎何吋焔筒長徑何呎何吋 
火局長徑何呎何吋火管徑何吋何本 
一 罐板ノ種類及厚サ   竝鐵 BB 印付又ハ鋼鐵等ノ類 
厚何吋 
一 支柱竝鋲ノ種類寸法及距離  支柱鐵質種類徑何吋距離何吋 
鋲鐵質列數徑何吋距離何吋等 
一 水壓試験及其試驗年月日  毎平方吋上何磅 
何年何月何日 
一 常用汽壓    毎平方吋何磅 
一 爐格ノ面積    幅何呎何吋、長サ何呎何吋 
何平方呎 
一 安全瓣ノ種類箇數及寸法  天秤、發條等 
徑何吋内何箇 
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一 製作所名及製作年月日竝其履歴 
何々工場又ハ何人ノ製作何年何月何日 
何人ヨリ買受何年何月何日修繕等 
一 燃料ノ種類    石炭又ハ松槇等ノ類 
一日一月何程一年何程ノ區別 
八 汽機ノ構造調書 
一 汽機ノ種類及箇數   凝縮又は不凝縮 
横置又は直立等ニシテ何箇 
一 汽筒ノ寸法    徑何吋 
一 衝程ノ寸法    長サ何呎 
一 回轉ノ數    一分間何回 
一 實馬力    何程 
一 公稱馬力    何程 
第二條 汽罐ハ据付又ハ使用前ニ於テ其罐體ヲ檢査シ適当ト認ムルトキハ檢印
打スヘシ 
第三條 汽罐及汽機ヲ設置スル製造所及工場ニハ必要ト認ムル場合ニ於テハ其
構造ノ材料竝設計ノ方法ヲ指示スルコトアルヘシ 
第四條 汽罐竝汽機ノ設置場ハ皇城離宮御用邸公園學校病院其他必要ト認ムル
場所ニ對シ適当ノ距離ヲ取ラシムヘシ 
第五條 第一條ニ依リ設置セル汽罐竝汽機ヲ買受又ハ譲受ケ繼續使用セントス
ル者ハ雙方連署ヲ以テ所轄警察署又ハ警察分署ヲ經テ警視廳ニ願出免許ヲ受ク
ヘシ 
第六條 第一條ノ免許ヲ得タル後其構造落成シタルトキハ所轄警察署又ハ警察
分署ヲ經テ警視廳ニ届出檢査ヲ受ヘシ檢査證（汽罐汽機檢査證製造所工場檢査
證）ヲ受クルニアラサレハ使用スルコトヲ得ス 
汽罐汽機檢査證ハ機關室内見易キ場所ヘ掲出スヘシ 
第七條 正當ノ事由ナクシテ左ノ事項ノ一ニ觸ルヽモノハ其免許ノ失効ヲ命ス
ヘシ 
一 免許ヲ得タル日ヨリ三十日以内ニ建設ニ著手セサルトキ 
二 落成期日ヲ經過シ尚ホ落成セサルトキ 
三 燒失若クハ崩壊ニ係リ六箇月以内ニ再築ヲ願出サルトキ 
四 休業六箇月以上ニ及ビタルトキ 
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第八條 檢査證面ニ異動ヲ生シ又ハ檢査證ヲ遺失毀損シタルトキハ五日以内ニ
所轄警察署又ハ警察分署ヲ經テ警視廳ニ届出書換又ハ再渡シヲ請フヘシ但汽罐
汽機ノ使用ヲ廢止シタルトキハ檢査證ヲ返納スヘシ 
前項廢止ノ場合ニ於テ持主死亡シタルトキハ相續人ヨリ檢査證返納ノ手續ヲ爲
スヘシ 
第九條 汽罐竝汽機ハ檢査證ニ表示ノ期限及常用気壓ヲ超過シ使用スルコトヲ
得ス 
第十條 汽罐竝汽機ニ異状ヲ生シタルトキハ其使用ヲ停止シ速カニ其原因及模
様ヲ詳記シ所轄警察署又ハ警察分署ヲ經テ警視廳ニ届出ツヘシ但此場合ニ於テ
ハ檢査ヲ受クルニアラザレハ使用ヲ繼續スルコトヲ得ス 
第十一條 汽罐竝汽機製造所若クハ工場建物ノ毀損ニ係リ又は煤烟騒響其他發
生物ニ依リ危険若クハ防害ノ虞アリト認ムルトキハ除害ノ装置ヲ命シ若クハ其
使用ヲ停止又ハ禁止スルコトアルヘシ 
第十二條 汽罐竝汽機ノ檢査ハ定期臨時ノ二種ニ分チ定期檢査ハ使用期限滿期
ノ際ニ之ヲ行ヒ臨時檢査ハ必要ト認ムルトキニ於テ之ヲ行フ但定期檢査ノ日限
ハ豫メ通知スヘシ 
第十三條 汽罐竝汽機ノ檢査ハ其要部ヲ點檢シ必要ト認ムルトキハ檢査員ノ目
前ニ於テ水壓試験又ハ罐板孔穿檢査ヲ施行セシムルコトアルヘシ 
第十四條 檢査ニ依リ汽罐竝汽機ノ使用ニ堪エサルヲ認メタルトキハ罐體ニ消
印シ其檢査證ヲ返納セシム 
第十五條 定期檢査ノ通知ヲ受ケタルトキハ汽罐ノ貯水ヲ排出シ人孔泥孔及爐
格竝火橋ヲ取外シ罐體ヲ冷却セシメ汽筒ノ蓋ヲ取払拂ヒ烟突其他檢査ニ必要ノ
部分ヲ掃除シ受檢ノ準備ヲ爲シ置クモノトス 
第十六條 檢査ノトキ製造所工場ノ持主及汽罐汽機取扱主任ハ檢査ニ立會フヘ
シ 
第十七條 第十五條ノ準備ヲ怠リ若クハ事由ニ托シ檢査ヲ拒ミタル者ハ汽罐竝
汽機ノ使用ヲ停止スルコトアルヘシ 
第十八條 警視廳ハ警察官吏ヲ派遣シ製造所工場ノ視察ヲ爲サシムルコトアル
ヘシ 
第十九條 本則第一條第五條第六條第八條第九條第十條第十五條第十六條及第
十一條及第十七條ノ停止ヲ犯シタル者ハ刑法第四百二十五條第五項ニ依リ三日
以上十日以下ノ拘留又ハ一圓以上一圓九拾五錢以下ノ科料ニ處ス 
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附  則 
一 從来ノ汽罐竝ニ汽機ハ明治二十七年定期檢査ニ於テ其使用期限ヲ定メ罐體
ニ檢印ヲ打ツヘシ 
二 從来汽罐機器ヲ設置シ居ル者ハ明治二十七年六月二十日迄ニ本則第一條第
四號第五號第六號ノ事由ヲ取調ヘ警視廳ニ差出スヘシ 
  

－1248－



分担研究報告書（淀川 亮） 

  

○警視廳令第三十號（明治四十四年十二月九日）（191１年） 

 

明治二十七年四月警視廳令第二十四號汽罐及汽機取締規則中左ノ通改正ス 
 
第十二條 汽罐竝汽機ノ檢査ハ定期、臨時ノ二様ニ分チ定期檢査ハ使用期限滿
期ノ際ニ於テ其ノ期日ヲ豫告シテ之ヲ行ヒ臨時檢査ハ必要ト認ムルトキニ於テ
之ヲ行フ 
警視廳ニ於テ指定シタル汽罐、汽機保険業者ノ檢査證書ヲ有スル汽罐、汽機ニ對
シテハ前項ノ定期檢査ニ限リ之ヲ行ハス但シ此ノ場合ニ於テハ其ノ檢査證書ノ
写シ添ヘ其ノ證書受領ノ日ヨリ五日以内ニ所轄警察署ヲ經テ警視廳ニ届出ヘシ
之ヲ変更シタルトキ亦同シ 
第十二條ノ二 第六條第二項、第九條及其ノ罰則ノ規定ハ前條第二項ノ規定ニ
依ル檢査證書ノ場合ニ之ヲ準用ス 
第十九條 本則第一條、第五條、第六條、第八條、第九條、第十條、第十二條第
二項但書、第十五條若ハ第十六條ノ規定ニ違反シ又ハ第十一條若ハ第十七條ノ
規定ニ依ル命令ニ違反シタル者ハ停止ヲ犯シタルモノハ拘留又ハ科料ニ処ス 
第十九條ノ二 本則ニ規定シタル違反行爲ヲ教唆シ又ハ幇助シタル者ハ各本條
ニ照シ之ヲ罰ス但シ情状ニ依リ其ノ刑ヲ免除スルコトヲ得 
第十九條ノ三 汽罐、機器設置者ニシテ未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ本則
ニ依リ之ヲ適用スヘキ罰則ハ之ヲ法定代理人ニ適用ス但シ営業ニ關シ成年者ト
同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ在リテハ此ノ限ニ在ラス 
第十九條ノ四 汽罐、機器設置者ハ其ノ代理人、戸主、家族、同居者、雇人其ノ
他ノ從業者ニシテ其ノ業務ニ關シ本則ニ違反シタルトキハ自己ノ指揮ニ出テサ
ルノ故ヲ以テ処罰ヲ免ルルコトヲ得ス 
第十九條ノ五 法人ノ代表者又ハ其ノ雇人其ノ他ノ從業者法人ノ業務ニ關シ本
則ニ違反シタル場合ニ於テハ第十九條の罰則ヲ其ノ法人ノ代表者ニ適用ス 
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○汽罐取締令（昭和十年四月九日内務省令第二〇號） 

 
（略） 

 
第十二條 汽罐檢査ノ有効期間ハ一年トス但シ汽罐ノ構造又ハ管理ノ状況ニ依
リ地方長官ハ之ヲ短縮シ又ハ延長スルコトヲ得 
第十三條 汽罐檢査ノ有効期間滿了後引續き汽罐ヲ使用セントスルトキハ有効
期間滿了前別記第十號様式ニ依ル願書ヲ提出シ設置地地方長官ノ更新檢査ヲ得
クベシ 
地方長官必要アリト認ムルトキハ臨時ニ汽罐ノ檢査ヲ行フコトヲ得 
地方長官前二項ノ檢査ヲ行フトキハ別記第十一號様式ニ依リ豫メ期日ヲ指定シ
テ之ヲ通知ス 
第十四條 汽罐ニシテ内務大臣ノ指定スル保險業者ノ保險ニ付シタルモノニ付
テハ地方長官ハ前條第一項ノ更新檢査ハ之ヲ省略スルコトヲ得 
前項ノ規定ニ拠リ更新檢査ヲ省略セラレタル汽罐ニ付保險契約ノ終了又ハ解除
アルトキハ前條第一項ノ規定ヲ準用ス 
第一項ノ保險業者ノ保險ニ付シタルトキハ十日以内ニ別記第十二號様式ニ依リ
設置地地方長官ニ届出ヅベシ其ノ保險契約ノ更新、終了又は解除アリタルトキ
亦同ジ 
第一項ノ保險業者汽罐ノ檢査ニ從事スル汽罐檢査員ヲ選任セントスルトキハ内
務大臣ノ認可ヲ受クベシ 
内務大臣汽罐檢査員ガ其ノ職務を行フニ不適當ナリト認ムルトキハ前項ノ認可
ヲ取消スコトヲ得 
 

（略） 
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○労働基準法（昭和２２年４月５日法律第４９号） 

 
 （安全装置） 
第４６条 危険な作業を必要とする機械及び器具は、必要な規格又は安全装置
を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。 
特に危険な作業を必要とする機械及び器具は、あらかじめ行政官庁の認可を受
けなければ、製造し、変更し、又は設置してはならない。 
第 2 項の機械及び器具の種類、必要な規格及び具備すべき安全装置は、命令で
定める。 
 （性能検査） 
第 47 条 前条第 2 項の機械及び器具は、認可を受けた後、命令で定める期間を
過した場合においては、行政官庁の行う性能検査に合格したものでなければ使
用してはならない。 
前項の性能検査は、同行の行政官庁の外、労働に関する主務大臣が指定する他の
者に行わせることができる。 
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○労働安全衛生規則（昭和 22 年 10 月 31 日労働省令第９号） 

 

    第 3 章 安全装置 
第 34 条 左に掲げる機械及び器具は、法第 46 号第 1 項の規定により譲渡し、
貸与し、又は設置してはならない。 
第一号から第四号まで 略 
五 第 230 条の罐体検査に合格しない汽罐又は特殊汽罐 
六 略 
七 耐圧証明書のない内圧容器 
八 略 
第 35 条 前条第七号の耐圧証明書は、労働省労働基準局長が指定した者又は都
道府県労働基準局長が様式第５号によって、発行したものでなければならない。 
前項の労働省労働基準局長の指定を受けようとする者は、様式第 6 号による申
請書を所轄労働基準監督署長を経由し、提出しなければならない。 
第 36 条 第 38 条第 1 項第 1 号乃至第 3 号に掲げる機械及び器具に具備する安
全装置並びに左に掲げる器具又は安全装置であって、その性能について、労働省
労働基準局長の認定のないものは、法第 46 条第 1 項の規定により、譲渡し、又
は貸与してはならない。 
一 調帯（注：ベルト）の継金具 
二 動力伝導軸の急停止装置 
三 圧機又は切断機（注：プレス又はシャー）の安全装置 
四 木工用丸のこ盤の反ぱつ又は接触予防装置 
五 ゴム又はエボナイトの練りロール機の急停止装置 
六 前各号の外、中央労働基準委員会の議を経て労働大臣の指定するもの 
前項の労働省労働基準局長の認定を受けようとする者は、様式第七号によって
申請しなければならない。 
労働省労働基準局長は、第 1 項の器具又は安全装置が労働者の危害防止に有効
なものであると認めたときは、その認定書を交付する。 
第 37 条 溶接による汽罐又は特殊汽罐は、法第 46 条の第 2 項の規定により、
予め労働省労働基準局長の認可を受けなければ、これを製造してはならない。 
前項の認可を受けようとする者は、様式第 8 号による認可申請書を、所轄労働
基準監督署長を経由し、提出しなければならない。 
労働省労働基準局長は、第 1 項の汽罐又は特殊汽罐の溶接に関する設備、設計、
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施行方法、溶接者の技能及び溶接工作責任者について審査し、差し支えないと認
めたときは、その申請者に様式第 9 号による認可書を交付する。 
第 38 条 左に掲げる機械及び器具は、法第 46 条第 2 項の規定により、所轄労
働基準監督署長の認可を受けなければ、これを設置してはならない。 
一 汽罐又は特殊汽罐 
二 揚重機 
三 アセチレン溶接装置 
四 前各号の外、中央労働基準委員会の議を経て労働大臣の指定するもの 
前各号の機械及び器具の範囲、必要な規格、具備すべき安全装置、その他認可の
基準については、第四編に規定するところによる。 
    第四章 性能検査 
第 39 条 法第 47 条第 1 項の規定により、前条第 1 項第 1 号乃至第 3 号に掲げ
る機械及び器具について、性能検査の有効期間が満了した後、引続き使用しよう
とするときは、様式第 10 号による申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しな
ければならない。 
前項の性能検査は、予め期日を指定して、これを行う。 
第 40 条 （性能検査の有効期間関係 略） 
第 41 条 （性能検査を受けるに当たって必要な準備 略） 
第 42 条 法第 47 条第 2 項の規定により、労働大臣の指定を受けようとする者
は、申請書を所轄労働基準監督署長を経由し、提出しなければならない。 
前項の指定を受けようとする者又は指定を受けた者は、性能検査に従事する者
の選任については、労働省労働基準局長の認可を受けなければならない。 
労働省労働基準局長は、性能検査に従事する者が、その職務を行うに適当でない
と認めたときは、その解任を命ずることができる。 
第 43 条 労働大臣の指定を受けた者の性能検査を受けようとする者は、予めそ
の旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 
労働大臣の指定を受けた者は、その行った性能検査の結果を、様式第 11 号によ
って、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 
 
    第十一章 内圧容器 
第 165 条から第 170 条まで （規定内容は 略） 
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○ボイラ及び圧力容器安全規則（昭和３４年労働省令第３号） 

 
    第四章 第二種圧力容器 
 （譲渡、貸与及び設置） 
第６６条 第二種圧力容器は、労働大臣が告示で定める第二種圧力容器構造規
格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。 
 （耐圧証明書） 
第６７条 第二種圧力容器を譲渡し、貸与し、又は設置しようとする者は、当該
第二種圧力容器が前条の第二種圧力容器構造規格を具備することについて、所
轄都道府県労働基準局長又は労働大臣が指定した者（以下「耐圧証明代行者」と
いう。）から耐圧証明書の交付を受けなければならない。 
２ 前項の耐圧証明書は、都道府県労働基準局長又は耐圧証明代行者が第二種
圧力容器について、耐圧検査を行い、前条の第二種圧力容器構造規格を具備して
いるものについて交付する。 
３ 所轄都道府県労働基準局長から耐圧証明書の交付を受けようとする者は、
耐圧証明申請書（様式第二十四号）を提出しなければならない。 
 （耐圧証明代行者） 
第６８条 前条第一項の規定による労働大臣の指定を受けようとする者は、申
請書に、耐圧検査に従事する者、検査の基準及び検査手数料に関する定を添えて、
これを労働大臣に提出しなければならない。 
２ 耐圧証明代行者は、耐圧検査に従事する者、検査の基準又は検査手数料に関
する定を変更したときは、遅滞なく、その旨を労働大臣に報告しなければならな
い。 
３ 耐圧証明代行者は、毎年一月から六月まで及び七月から十二月までの期間
における耐圧証明書の交付状況について、それぞれの期間における最後の月の
翌月末日までに、労働大臣に報告しなければならない。 
 （設置報告） 
第６９条 使用者は、第二種圧力容器を設置したときは、第二種圧力容器設置報
告（様式第二十五号）に耐圧証明書の写を添えて、遅滞なく、これを所轄労働基
準監督署長に提出しなければならない。 
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第４部 【検定関係法令と検定機関制度の変遷（安衛法制定前）】 

 
 

○労働基準法（昭和２２年４月５日法律第４９号） 

 
 （安全装置） 
第４６条 危険な作業を必要とする機械及び器具は、必要な規格又は安全装置
を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。 
特に危険な作業を必要とする機械及び器具は、あらかじめ行政官庁の認可を受
けなければ、製造し、変更し、又は設置してはならない。 
第 2 項の機械及び器具の種類、必要な規格及び具備すべき安全装置は、命令で
定める。 
 

○労働安全衛生規則（昭和 22 年 10 月 31 日労働省令第９号） 

 

    第 3 章 安全装置 
第 34 条 左に掲げる機械及び器具は、法第 46 号第 1 項の規定により譲渡し、
貸与し、又は設置してはならない。 
第一号から第四号まで 略 
五 第 230 条の罐体検査に合格しない汽罐又は特殊汽罐 
六 略 
七 耐圧証明書のない内圧容器 
八 略 
第 35 条 前条第七号の耐圧証明書は、労働省労働基準局長が指定した者又は都
道府県労働基準局長が様式第５号によって、発行したものでなければならない。 
前項の労働省労働基準局長の指定を受けようとする者は、様式第 6 号による申
請書を所轄労働基準監督署長を経由し、提出しなければならない。 
第 36 条 第 38 条第 1 項第 1 号乃至第 3 号に掲げる機械及び器具に具備する安
全装置並びに左に掲げる器具又は安全装置であって、その性能について、労働省
労働基準局長の認定のないものは、法第 46 条第 1 項の規定により、譲渡し、又
は貸与してはならない。 
一 調帯（注：ベルト）の継金具 
二 動力伝導軸の急停止装置 
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三 圧機又は切断機（注：プレス又はシャー）の安全装置 
四 木工用丸のこ盤の反ぱつ又は接触予防装置 
五 ゴム又はエボナイトの練りロール機の急停止装置 
六 前各号の外、中央労働基準委員会の議を経て労働大臣の指定するもの 
前項の労働省労働基準局長の認定を受けようとする者は、様式第七号によって
申請しなければならない。 
労働省労働基準局長は、第 1 項の器具又は安全装置が労働者の危害防止に有効
なものであると認めたときは、その認定書を交付する。 
 
    第十一章 内圧容器 
第 165 条から第 170 条まで （規定内容は 略） 
 
 
○労働衛生保護具検定規則（昭和２５年労働省令第３２号） 

 
（通則） 
第１条 労働安全衛生規則（昭和２２年１０月３１日労働省令第９号）第１８３
条の２の規定による労働衛生保護具（以下保護具という。）の規格についての検
定に関しては、この省令の定めるところによる。 
（検定） 
第２条 検定は、保護具を製造する者の申請により、労働大臣が別に告示により
定める規格に基いて、労働省労働基準局長（以下労働基準局長という。）が行う。 
２ 検定は保護具の形式ごとに、第４条の規定により提出された現品によつて
行う。 
３ 前項の現品が検定に合格したときは、当該現品と同一型式の保護具は、この
検定に合格したものとする。 
（検定の申請手続） 
第３条 検定の申請をする者は、様式第１号の検定申請書に、当該保護具の型式
及び使用方法を示す説明書、精密な構造図並びに試験成績書を添えて、労働基準
局長に提出しなければならない。 
第４条 （検定のため現品３個の提出） 
第５条 （現品の不返還） 
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第６条 （検定合格証の交付） 
第７条 （検定合格証の再交付） 
第８条 （検定成績書の交付手続） 
第９条 （保護具各個への労働基準局長が交付した検定合格標章の取付け） 
第１０条 （検定合格証記載事項の変更手続、検定に合格した保護具製造事業の
承継手続） 
第１１条、第１２条 （労働基準局長による必要な場合の検査） 
第１３条 （検定申請の却下、検定合格の取消） 
第１４条 （手数料） 
 
 
○ボイラ及び圧力容器安全規則（昭和３４年労働省令第３号） 

 
    第四章 第二種圧力容器 
 （譲渡、貸与及び設置） 
第６６条 第二種圧力容器は、労働大臣が告示で定める第二種圧力容器構造規
格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。 
 （耐圧証明書） 
第６７条 第二種圧力容器を譲渡し、貸与し、又は設置しようとする者は、当該
第二種圧力容器が前条の第二種圧力容器構造規格を具備することについて、所
轄都道府県労働基準局長又は労働大臣が指定した者（以下「耐圧証明代行者」と
いう。）から耐圧証明書の交付を受けなければならない。 
２ 前項の耐圧証明書は、都道府県労働基準局長又は耐圧証明代行者が第二種
圧力容器について、耐圧検査を行い、前条の第二種圧力容器構造規格を具備して
いるものについて交付する。 
３ 所轄都道府県労働基準局長から耐圧証明書の交付を受けようとする者は、
耐圧証明申請書（様式第二十四号）を提出しなければならない。 
 （耐圧証明代行者） 
第６８条 前条第一項の規定による労働大臣の指定を受けようとする者は、申
請書に、耐圧検査に従事する者、検査の基準及び検査手数料に関する定を添えて、
これを労働大臣に提出しなければならない。 
２ 耐圧証明代行者は、耐圧検査に従事する者、検査の基準又は検査手数料に関
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する定を変更したときは、遅滞なく、その旨を労働大臣に報告しなければならな
い。 
３ 耐圧証明代行者は、毎年一月から六月まで及び七月から十二月までの期間
における耐圧証明書の交付状況について、それぞれの期間における最後の月の
翌月末日までに、労働大臣に報告しなければならない。 
 （設置報告） 
第６９条 使用者は、第二種圧力容器を設置したときは、第二種圧力容器設置報
告（様式第二十五号）に耐圧証明書の写を添えて、遅滞なく、これを所轄労働基
準監督署長に提出しなければならない。 
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別添２ 

検定機関制度関係通達 

 

○労働衛生保護具検定規則の一部を改正する省令の施行並びに防じんマスクの

規格及び防毒マスクの規格の適用について 

昭和三七年七月二四日 基発第七八一号 

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達) 

 

今般、労働衛生保護具検定規則の一部を改正する省令並びに防じんマスクの規格及び防

毒マスクの規格が別途送付したとおり制定され、昭和三十七年六月一日から施行及び適用

されたが、今回の省令改正の要点、監督指導にあたつて留意すべき点等については、下記の

とおりであるので了知のうえ、労働衛生行政の一層の進展に配意されたい。 

よつて、防じんマスクの規格及び防毒マスクの規格の内容については、別途送付する資料

を参考とされたい。 

 

記 

一 労働衛生保護具検定規則の一部を改正する省令について 

 

(１) 改正の要点 

イ 従来、検定を行なう保護具の種類は、別表一により防じんマスク、同ろ過材及び同

排気弁に限られていたものであるが、今回の改正により、防じんマスク、防毒マスク

及び防毒マスクの吸収かんの三種に改められるとともに、検定を受けるために必要

なものの提出数が定められたこと。 

ロ 検定手数料が、防じんマスクについて改められるとともに、防毒マスク及び防毒マ

スクの吸収かんについて新たに定められたこと。 

(２) 監督及び指導の留意点について 

検定に合格したマスクに付される検定合格標章 A 及び防毒マスクの吸収かんに付さ

れる検定合格標章 Bの表示は、次の例示のとおりであるので、適正な使用の確認に当つ

ては当該表示に留意すること。 

二 防じんマスクの規格について 

(１) 規格改正の目的 

昭和三十年告示第一号により定められた「防じんマスク」の適用以降、新しいろ過材

が開発され、従前に比べ著しく性能の高い防じんマスクが製造されるようになるとと

もに、防じんマスクの材料として合成樹脂が大幅に使用されるようになつたので、これ
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に即応するため防じんマスクの規格を改正したものである。 

 

 

○機械等検定規則の施行について 

(昭和四七年九月一八日) 

(基発第六〇一―二号) 

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達) 

労働安全衛生法(昭和四七年法律第五七号。以下「法」という。)第四四条および労働安

全衛生法施行令(昭和四七年政令第三一八号)第一四条の規定に基づき制定された機械等検

定規則(昭和四七年労働省令第四五号。以下「規則」という。)は、昭和四七年九月公布さ

れ、同年一〇月一日から施行されることとなつた。 

危険な作業を必要とする機械等に係る製造・流通段階における規制については、従前よ

り種々の施策を講じてきたところであるが、法においては、その趣旨および制度を明確化

し、もつて使用段階における安全衛生の確保をより効果的に行なえることとした。この規

則は、従来の労働衛生保護具検定規則(昭和二五年労働省令第三二号。以下(旧保護具検定

則」という。)および防爆構造電気機械器具検定規則(昭和四四年労働省令第二号。以下

「旧防爆検定則」という。)の規定を統合整理するとともに、これらの規則を廃止し、さ

らに労働安全衛生規則(昭和二二年労働省令第九号)およびボイラ及び圧力容器安全規則

(昭和三四年労働省令第三号)において規定されていた安全装置の性能認定制度および第二

種圧力容器の耐圧検査制度を検定制度に改めたことに伴い、これらの関係規定について所

要の整備をはかつたものである。 

ついては、規則制定の趣旨を十分に理解し、さらに検査対象の機械等の製造者、輸入者

等の関係者への周知徹底をはかるとともに、左記事項に留意して運用に遺憾のないように

されたい。 

なお、昭和四四年二月五日付け基発第六〇号通達(防爆構造電気機械器具検定規則の施

行について)は廃止する。 

記 

第一 旧規則との主な相違点 

１ 型式検定を受けなければならない機械等として、従前の防爆構造電気機械器具(以

下「防爆機器」という。)、防じんマスクおよび防毒マスク(以下「防じんマスク等」

という。)のほかに、プレス機械またはシャーの安全装置、ゴム、ゴム化合物または

合成樹脂を練るロール機(以下「ロール機」という。)の急停止装置およびクレーンま

たは移動式クレーンの過負荷防止装置を定めたこと(第一条)。 

２ 個別検定を受けなければならない機械等として、アセチレン溶接装置のアセチレン

発生器および第二種圧力容器を定めたこと(第二条)。 
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３ 型式検定は労働大臣または検定代行機関が、個別検定は都道府県労働基準局長また

は検定代行機関が行なうこととしたこと(第一条・第二条)。 

４ 型式検定合格証の有効期間は、防じんマスク等以外のものにあつては三年、防じん

マスク等にあつては五年としたこと(第七条)。 

５ 検定に合格した機械等には検定合格標章を取り付け、またははり付けなければなら

ないこととしたこと。ただし、個別検定に合格した機械等については、刻印でもつて

代えることができることとしたこと(第一〇条)。 

６ その他検定の実施について所要の事項を定めたこと。 

第二 細部事項 

一 第一条関係 

二 削除 

三 第四条関係 

(1) 第一項第二号の「性能に関する説明書」には、防爆機器にあつては、作動原理

を示す書面が含まれ、また、輸入品についてはそのほかに製品規格が含まれるもの

であること。 

(2) 第二項の「その他検定を受けるために必要なもの」とは、現品の検定を受ける

ために必要な附属品をいうものであること。 

(3) 第二項の「検定を受けるために必要な準備」とは、アセチレン溶接装置のアセ

チレン発生器にあつては、当該発生器を検査しやすい位置に置くこと、および当該

発生器が安全弁を有するときは、当該安全弁の作動試験の準備をすることをいうも

のであること。 

四 第五条関係 

本条の「その他特別の事情がある場合」とは、現品が特殊な構造等のため、検定に

必要な検査または試験の設備が現品の所在する場所のみにある場合等をいうものであ

ること。 

五 第七条関係 

(1) 本条第一項の型式検定合格証の有効期間は、本条により、旧防爆検定則に規定

していた有効期間が変更された防爆機器ならびに新しく有効期間が設けられたクレ

ーンまたは移動式クレーンの過負荷防止装置および防じんマスク等については、こ

の規則が施行された日以後に交付される当該型式検定合格証について定めるもので

あること。 

六 第一〇条関係 

(1) 本条において、防じんマスク等の検定合格標章(以下「標章」という。)は、様

式第七号の三の甲および乙に改められたこと。 

(2) 防じんマスク等の標章は、次により附するものとすること。 
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イ 防じんマスクで、ろ過材の取替えができないもの……様式第七号の三甲の標章

を面体に取り付けること。 

ロ 防じんマスクで、ろ過材の取替えができるもの……様式第七号の三甲の標章を

面体に、様式第七号の三乙の標章をろ過材にそれぞれ取り付けること。 

ハ 防毒マスク……様式第七号の三甲の標章を面体に、様式第七号の三乙の標章を

吸収かんに、それぞれ取り付けること。 

(3) 本条ただし書きの「刻印」をアセチレン溶接装置のアセチレン発生器に押すと

きは、気鐘または水室の本体部以外の部分に押すこと。 

七 第一三条関係 

本条の「その他必要な経費」とは、防爆機器の検定に必要な検査または試験のため

の材料等の経費をいうものであること。 

八 附則第四条関係 

本条により、一酸化炭素用防毒マスクについては、昭和四八年一二月三一日までの

間、労働安全衛生法第四四条の適用が延期されるが、この間においても、法第四二条

の規定により、一酸化炭素用防毒マスクの規格を具備するものでなければ譲渡し、貸

与し、設置してはならないものであること。 

九 附則第五条関係 

本条により、昭和四七年九月三〇日までに旧保護具検定則による検定に合格した防

じんマスク等の標章については、昭和四八年九月三〇日までの間は、従前どおり労働

省労働基準局長の交付する標章を附してもよいものであること。 

 

 

○機械等検定規則等の一部を改正する省令の施行について 

(昭和五〇年五月二〇日) 

(基発第二九〇号) 

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達) 

機械等検定規則等の一部を改正する省令(昭和五〇年労働省令第二号)は、昭和五〇年三

月六日公布され、同年四月一日(一部の規定は、同年一〇月一日又は昭和五一年一月一日)

から施行された。 

今回の省令改正は 

① 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和五〇年政令第四号)により新たに検

定を受けることとなつた機械等について、検定の種類、場所等を定めること。 

② 型式検定の対象となる機械等に関し検定現品のみならず同一型式製品のすべてが労働

安全衛生法第四二条の労働大臣が定める規格を具備することとなるよう製品間の品質が

安定することを担保するため、型式検定対象機械等の製造検査設備等に関する判定を含

めて検定を行うこととすること。 
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③ 型式検定を受けようとする者が提出すべき現品その他検定を受けるために必要なもの

の数を定めること等をその要点とするものであるが、その趣旨を十分に理解し、関係者

への周知徹底を図るとともに、特に左記事項に留意して、その運用に遺憾のないように

されたい。 

なお、本省令の施行と併せて従来の型式の区分を細分化したことに伴い、昭和四七年

九月一八日付け基発第六〇一号の二通達の記の第二の一の(2)を削るものとする。 

記 

第一 機械等検定規則関係 

１ 第一条関係 

(１) 第一項の労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第一三条第二号に掲げる

「急停止装置のうち機械的制動方式のもの」とは、バンドブレーキ式、電磁ブレーキ

式等のごとく摩擦力を利用する等の方法により機械的に制動する方式のものをいうも

のであること。 

２ 第二条関係 

令第一三条第二号に掲げる急停止装置のうち「電気的制動方式のもの」とは、逆相制

動式、発電制動式等のように電気的に制動する方式のものをいうものであること。 

なお、機械的制動と電気的制動とを併用するものは、電気的制動方式のものに含まれ

るものであること。 

３ 削除 

４ 削除 

５ 第一一条関係 

本条による検査は、型式検定の対象となる機械等にあつては、当該機械等に係る製造

検査設備等についても行うことができるものであること。 

第二 ボイラー及び圧力容器安全規則関係 

第九一条及び様式第二六号関係 

本省令附則第七条により、従前の例により小型ボイラー設置報告が行われる場合に

は、改正前の様式第二六号が用いられるものであること。 

 

 

○労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律の施行について 

(労働安全衛生法関係) 

(昭和五三年二月一〇日) 

(発基第九号) 

(都道府県労働基準局長あて労働事務次官通達) 

労働安定衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律は、昭和五二年七月一日、法律第七

六号として公布され、そのうち労働安全衛生法の改正規定は昭和五三年一月一日(第四五
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条第二項、第五七条の二から第五七条の四まで及び第九三条第三項に係る部分について

は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、それぞれ政令で定める日)か

ら施行されることとなつた。 

ついては、下記の事項について十分留意の上、その運用に万全を期されるよう、命によ

り通達する。 

なお、じん肺法の改正規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政

令で定める日から施行されることとなつており、その施行については、おつて通達する。 

記 

第一 労働安全衛生法の改正の経緯及び趣旨 

労働安全衛生法の制定以来五年余が経過したが、その間の労働災害の発生状況をみる

と、全般的には毎年着実に減少の一途をたどつてはいるものの、今なお、相当数の労働

災害の発生がみられている。 

特に職業性疾病については、最近の新しい原材料の採用等により、職業がん等新しい

型の疾病の発生がみられ、最近においては、六価クロム、塩化ビニル等の化学物質によ

る重篤な職業性疾病が大きな社会問題となつたところである。こうした化学物質等によ

る職業がん等の重篤な職業性疾病の防止対策が、安全衛生行政の重要な課題となつてい

る。 

このような情勢を踏まえ、労働省では、中央労働基準審議会の労働災害防止部会にお

ける職業性疾病対策を重点とした労働安全衛生法の改正についての報告書を受けて、同

審議会に「労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱」を諮問し、その答申を受けて

改正を行つたものである。 

第二 労働安全衛生法の改正の内容 

一 検定制度の整備(第四四条から第四四条の三まで関係)検定は、従来から危険又は有害

な作業を必要とする等の機械等について行われていたが、その対象となる機械等の中に

は、溶接工作等の適否が当該機械等の安全性に重大な影響を及ぼすため、その工作等の

適否を個々に調べなければならないものと、一定数量生産される機械等について、その

型式ごとに現品とその製造、検査設備等を調べることにより、安全性が確認できるもの

とがある。 

後者の機械等については、従来から型式による検定方法を採用していたが、最近これ

らの機械等が増えている現状にかんがみ、検定を個別検定と型式検定とに明確に区分し

て、その整備を図つたこと。 

二 定期自主検査制度の充実(第四五条関係) 

従来、定期自主検査については、一定の機械等について、その検査項目及び検査の頻

度について規制を行つてきたが、特に中小企業においては定期自主検査を行う人材を得

にくい等の事情もあり、必ずしも十分な自主検査が行われていない面があつた。 
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そこで、今回、自主検査の対象機械等について、自主検査のための指針を定める(第三

項関係)ほか、特に検査が技術的に難しく、また一度事故が発生すると重篤な災害をもた

らすおそれのある機械等については、一定の資格を有する労働者による検査を義務づけ

て、的確な検査を行わせるとともに、人材を得難い中小企業等の便に供するため、検査業

者の制度を設けたこと(第二項関係)。 

（以下 略） 

 

 

○機械等検定規則の一部を改正する省令の施行について 

(昭和五三年二月一〇日) 

(基発第八〇号) 

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達) 

機械等検定規則の一部を改正する省令(昭和五十二年省令第三十四号)は、昭和五十二年

十二月二十七日公布され、昭和五十三年一月一日から施行された。 

今回の改正は労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第

七十六号)による労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行

令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第三百七号)による労働安全衛生法施行令(昭

和四十七年政令第三百十八号)の一部改正に伴い、これらを実施するために必要な整備を

行つたものである。 

ついては今回の改正の趣旨を十分に理解し、関係者への周知徹底を図るとともに、下記

事項に留意の上運用に遺憾なきを期されたい。 

なお、改正前の機械等検定規則(以下「旧規則」という。)についての通達中、「検定」

とあるのは「個別検定」又は「型式検定」と読み替えて当該規定に関して出されたものと

して取扱うこととし、昭和四十七年九月十八日付け基発第六〇一号の二の記の第二の一の

(1)、同二、同三の(1)中「回路および」及び「および試験成績書」並びに同五の(2)を削

り、昭和五十年五月二十日付け基発第二九〇号の記の第一の一の(2)、同三及び同四を削

る。 

記 

Ⅰ 改正の要点 

１ 今回の法改正により検定が「個別検定」と「型式検定」とに分けられたことに伴

い、省令においても第一章を個別検定(第一条から第五条まで)と第二章を型式検定

(第六条から第十七条)とに分けるとともに、それぞれにつき、所要の整備をしたこ

と。 

２ 「スライドによる危険を防止するための機構を有する動力プレス機械」に関して所

要の規定を追加したこと。 
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３ 従来、昭和五十年労働省告示第六十八号で定めていた型式検定対象機械等に係る製

造検査設備等についての基準の整備を行い、同告示を廃止し、新規制の別表として定

めたこと。 

４ 更新検定について、当該機械等の型式について型式検定を実施した者以外の者にも

申請しうることとしたこと。 

５ その他経過措置として、旧規則により検定に合格した機械等について新規則におい

て相当する効力を認めたこと。 

Ⅱ 細部事項 

１ 第一条関係 

第一項第一号の「構造図」は、ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急

停止装置(電気的制動方式のもの)にあつては、電気回路図を含むものであること。 

２ 第六条関係 

(1) 二以上の者が共同して型式検定対象機械等を製造した場合には、これらの者が

共同して型式検定を受けることができること。 

(2) 第一項の「型式ごと」とは、別表の左欄に掲げる機械等の種類に応じて、それ

ぞれ同表の中欄に定める要素について同表の右欄に定める区分により区分したもの

の組合せが同一であり、かつ、当該機械等の主要部分の形状及びその他安全性能に

関係する部分の仕様が同一であるものごとをいうこと。この場合において、当該機

械等の容器の形状、安全性能に関係する部分に用いる材料又は冷却に関する条件の

いずれかが異なる場合は、同一であると認めないものとすること。 

(3) 第一号の「電気等」の「等」には、空気圧、油圧が含まれること。 

(4) 第一号の「回路図」は、当該型式検定に係る部分のみで足りること。 

(5) 第二号の「取扱い等」とは、当該機械等の操作方法、使用方法等をいうこと。 

(6) 第三号の「書面」は第八条第一項第二号に定める基準に適合することを疎明で

きる書面をいうものであること。 

(7) 第四号は、従来防じんマスク及び防毒マスクについてのみ義務づけていたもの

であるが、今回の改正によりすべての型式検定の申請に際して提出させることとし

たものであること。 

(8) 第四号の「書面」の内容は、当該型式の機械等が労働大臣の定める規格に適合

していることを判定しうるものであること。 

(9) 第二項の現品の提出は、原則として申請と同時に行うものであること。 

３ 第八条関係 

第三項の「第一項第二号イからニまで」のうち「ロ」の工作責任者は、当該基準に

相当する知識と経験を有するものであればよいこと。 

４ 第十一条関係 
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(1) 従来型式検定合格証の有効期間の更新は、当該型式検定合格証を交付した型式

検定実施者が行つていたが、今回の改正により、労働大臣又は型式検定代行機関の

いずれにおいても当該更新を行うことができるようにしたこと。 

(2) 更新検定は次の事項について第八条に掲げる基準により行うこと。 

イ 当該型式検定合格証の有効期間中に変更があつた設備等 

ロ 型式検定に合格した型式の範囲内で変更しようとする構造等 

ハ 当該型式の機械等に係る労働大臣の定める規格が改正された場合は、当該規格

の改正部分に係る構造等 

なお、改正後の規格に適合させるために当該型式の機械等の主要な部分の形

状等を変更したとき又は改正後の規格において試験方法等が変更若しくは新設

されたときは、新規検定を受けるものとする。 

(3) 第二号の図面及び書面は、設備等の変更や型式の範囲内での定格等の変更がな

い場合には前回の型式検定時に提出したものを提示すれば足りるものであり、これ

らに変更がある場合は当該変更に係る部分を明らかにしたものを添えて提出するこ

と。 

 
 
○外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正

する法律(労働安全衛生法関係)及び関係政省令等の施行について（抜粋） 

昭和五八年八月一日 基発第四一九号 

(各都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達) 

 

第一 労働安全衛生法の改正の経緯及び趣旨 

 

近年、我が国と欧米諸国との間の貿易摩擦問題の一として、いわゆる金属バツト問題に

代表されるように、我が国の規格、基準、検査手続等が非関税障壁として外国産品の日本

への輸入の障害となつているとの論議がみられるところである。 

この問題に対処するため、昭和五八年一月一四日の閣議において、内閣に労働省を含め

た関係一〇省庁からなる「基準・認証制度等連絡調整本部」を設置することが決定され、

同本部において我が国の基準・認証制度の見直しが精力的に行われた結果、昭和五八年三

月二六日「基準・認証制度の改善について」の政府方針が決定された。本決定の中で、認

証手続における内外平等取扱いを法制度的に確保するため、労働安全衛生法の一部改正

を含む一六法律の一括改正を行うこととされ、これを受けて外国事業者による型式承認

等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律が制定されたものである。 

本一括法制定の目的は、外国製造者が我が国の認証制度において定められた各種認証

を取得するための手続に、国内の者と実質的に同等の条件で直接参加できる途を法制度
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的に確保することであり、これにより労働安全衛生法の検査・検定制度についても外国製

造者が直接参加できる途が確保されたものである。 

 

第二 労働安全衛生法の改正の内容 

 

一 検査制度の整備(第三八条関係) 

外国において製造された特定機械等を当該特定機械等を製造した者(以下第二の一

において「外国製造者」という。)以外の者が輸入した場合において、外国製造者がこ

れらの者について検査の行われることを希望しないときは、外国製造者が自ら検査を

受けることができることとしたこと(第二項本文関係)。 

この検査が行われた場合には、当該特定機械等を国内に輸入した者には検査を受け

る義務は課さないこととしたこと(第二項後段関係)。 

なお、外国製造者が自ら特定機械等を輸入した場合には、第一項の規定により検査を

受ける義務があることは、従来と変わるものではないこと。 

 

二 個別検定制度の整備(第四四条関係) 

外国において製造された個別検定 対象機械等を当該個別検定対象機械等を製造し

た者(以下第二の二において「外国製造者」という。)以外の者が輸入した場合において、

外国製造者がこれらの者について個別検定が行われることを希望しないときは、外国

製造者が自ら個別検定を受けることができることとしたこと(第二項本文関係)。 

この個別検定が行われた場合には、当該個別検定対象機械等を国内に輸入した者に

は、個別検定を受ける義務は課さないこととしたこと(第二項後段関係)。 

なお、外国製造者が自ら個別検定対象機械等を輸入した場合には、第一項の規定によ

り個別検定を受ける義務があることは従来と変わるものではないこと。 

三 型式検定制度の整備(第四四条の二、第四四条の四、第九六条、第一〇五条及び第一

一二条の二関係) 

(一) 外国において型式検定対象機械等を製造した者(以下第二の三において「外国製

造者」という。)は、①当該型式検定対象機械等を本邦に輸出しようとするとき又は

②当該型式検定対象機械等を外国製造者以外の者が輸入した場合において、これら

の者について型式検定が行われることを希望しないときは、自ら型式検定を受ける

ことができることとしたこと。(第四四条の二第二項関係)。 

この型式検定が行われた場合には、当該型式検定に合格した型式の機械等を国内

に輸入した者には、型式検定を受ける義務は課さないこととしたこと(第四四条の二

第一項ただし書関係)。 

なお、外国製造者が第四四条の二第二項の規定により型式検定を受けていない場

合において、自ら型式検定対象機械等を輸入したときは、同条第一項の規定により型
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式検定を受ける義務があることは従来と変わるものでないこと。 

また、外国製造業が受けた型式検定に合格した型式の機械等に係る表示は、輸入し

た時点において行えば足りるものとし、この場合において、当該機械等を外国製造者

以外の者が輸入したときは、当該輸入した者に上記の表示を付すべき義務があるこ

ととしたこと(第四四条の二第五項関係)。 

(二) 労働大臣は、型式検定に合格した型式の機械等の構造等が一定の基準に適合し

ていないと認められるときその他一定の事由に該当するときは、型式検定合格証の

効力を失わせることができることとしたこと(第四四条の四関係)。 

なお、この規定は、従来、機械等検定規則(昭和四七年労働省令第四五号)第一六条

に規定があつたものを、今回の改正に伴い外国製造者に係る規定を整備するととも

に、労働安全衛生法(以下「法」という。)に規定することとしたものであること。 

イ 第一号は、型式検定合格証の交付を受けた者が国内製造者、輸入者又は外国製造

者のいずれであるかを問わず適用されるものであること。 

ロ 第二号及び第三号は、型式検定合格証の交付を受けた者が外国製造者である場

合に限つて適用されるものであること。これは、型式検定合格証の交付を受けた者

が国内製造者又は輸入者である場合にその者について第二号又は第三号の事由に

相当する事由が発生したときは、第一一九条第一号(第四四条の二第六項違反)又

は第一二〇条第四号(第九六条第一項違反)の罰則が適用されるが、外国製造者の

国外における違反行為については、刑罰を科すことが困難であること等を考慮し

て、型式検定合格証を失効させることにより型式検定制度の適正な運用を図るこ

ととしたものであること。 

(三) 労働大臣が型式検定合格証の効力を失わせる処分をしようとするときは、当該

処分の公正適切を期するためにあらかじめ聴聞を実施すべきこととしたこと(第一

〇五条関係)。 

(四) 労働大臣が型式検定合格証の効力を失わせたときは、関係者に周知せしめるた

め、その旨を官報で告示することとしたこと(第一一二条の二関係)。 

(五) 労働大臣は、労働者の安全と健康を確保するため必要があると認めるときは、そ

の職員をして型式検定に合格した型式の機械等に関する事業場の立入り、物件の検

査等ができる旨を規定することとしたこと(第九六条関係)。 

イ この規定による強制立入り、検査等は国内に存する事業場、物件等についてのみ

認められるものであり、これを拒んだ者等に対しては、罰則の適用があること。 

なお、外国事業者の事業場等の検査等については、第四四条の四第三号に規定さ

れており、これを拒んだ者等に対しては、労働大臣は、型式検定合格証を失効させ

ることができること。 

ロ この規定は、今回の改正に伴い、従来、機械等検定規則第一五条に同趣旨の規定

があつたものを、法に規定することとしたものであること。 
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第三 外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法

律の施行に伴う関係労働省令の整備に関する省令の内容 

 

一 労働安全衛生規則の一部改正 

法第九六条の改正に伴い、立入検査をする職員の証票の様式を整備したこと(様式第

二一号の二関係)。 

二 ボイラー及び圧力容器安全規則、クレーン等安全規則及びゴンドラ安全規則の一部

改正 

外国においてボイラー、第一種圧力容器、移動式クレーン又はゴンドラを製造した者

(以下第三の二において「外国製造者」という。)は、法第三八条第二項の規定により、

都道府県労働基準局長の検査を受けることができることとし、当該検査は、輸入者の場

合と同様、使用検査としたこと(ボイラー及び圧力容器安全規則第一二条第二項及び第

五七条第二項、クレーン等安全規則第五七条第二項並びにゴンドラ安全規則第六条第

二項関係)。 

したがつて、外国製造者が都道府県労働基準局長の検査を直接受けようとする場合

は、法第三八条第一項の規定により自ら「輸入した者」として受けるときがあるか、同

条第二項の規定により外国製造者として受けるときであるかにかかわらず、使用検査

の手続によることとなること。 

三 機械等検定規則の一部改正 

(一) 個別検定に関しては、形式整備を行つたものであること。 

(二) 型式検定に係る現品検査を型式検定申請者の希望する場所において実施する場

合、当該場所は、外国において型式検定対象機械等を製造した者(以下第三の三にお

いて「外国製造者」という。)が申請者である場合であつても、本邦の地域内の場所

に限るものとしたこと(第七条関係)。 

(三) 型式検定を受けようとする外国製造者が、機械等検定規則第八条第一項第二号

に定める設備等に相当する設備等を有する場合には、同号の設備等に関する規定は

適用しないものとしたこと(第八条第三項関係)。 

(四) 労働大臣は、型式検定合格証の効力を失わせたときは、当該型式検定合格証の交

付を受けた者に所定の通知をするものとするとともに、法第一一二条の二の規定に

より、品名、型式の名称、型式検定合格番号その他一定の事項を官報で告示するもの

としたこと(第一五条関係)。 

(五) 型式検定合格証の交付を受けた者は、労働大臣により当該型式検定合格証が失

効させられたときは、これの交付者たる型式検定実施者に返還するものとしたこと

(第一六条関係)。 

(六) 検査の規定(改正前の第一五条)及び型式検定合格証の失効(改正前の第一六条)
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の規定は、今回の改正により法に規定されたこと(第九六条第一項及び第四四条の

四)に伴い、削除することとしたこと。 

 
 

○機械等検定規則の一部を改正する省令の施行について 

(昭和五九年一月二六日) 

(基発第四一号) 

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達) 

機械等検定規則の一部を改正する省令(昭和五八年労働省令第三一号。以下「改正規

則」という。)は、昭和五八年一二月二六日に公布され、昭和五九年一月一日から施行さ

れた。 

今回の改正は、防じんマスクの規格(昭和五八年労働省告示第八四号。以下「新規格」

という。)の制定に伴い所要の整備を行つたものである。 

ついては、下記に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。 

なお、今回の改正に伴い昭和五三年二月一〇日付け基発第八〇号通達の記のⅡの四の

(二)のハのなお書を「なお、改正後の規格に適合させるために当該型式の機械等の主要な

部分の形状等を変更したとき又は改正後の規格において試験方法等が変更若しくは新設さ

れたときは、新規検定を受けるものとする。」と改めることとする。 

記 

一 第六条、第七条、第九条、第一七条及び様式第六号関係 

従来、「型式検定」として規定されていたもののうち、新規の型式検定に係るものに

ついては、明確に「新規検定」と表記することとして、字句の整理を行つたものであ

り、従来の取扱いを何ら変更するものではないこと。 

二 第十条ただし書関係 

型式検定合格証の有効期間は、型式検定の基準となる規格について変更が行われた場

合にあつては、変更前の規格が当該型式検定の基準として効力を有することとされる間

に限ることを明確にしたものであり、従来からの取扱いを変更するものではないこと。 

三 別表第一関係 

新規格の制定に伴い防じんマスクの新規検定を受ける際の現品等の提出数を改めたも

のであること。 

四 別表第二関係 

新規格の制定に伴い防じんマスクの型式検定を受けようとする者が有することとされ

る検査のための設備を改めたものであること。 

五 様式第一一号(三)乙関係 
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従来、防じんマスクのろ過材又は防毒マスクの吸収缶に係る型式検定合格標章の表示

方法については、印刷した紙のちよう付によることとしていたが、今回新たに明りよう

な直接表示によることを認めたものであること。 

なお、型式検定に合格した二以上の型式の防じんマスクであつて、ろ過材の型式が共

通なもののろ過材に型式検定合格標章を表示する場合(明りような直接表示による場合

を除く。)は、二以上の型式検定合格標章を一つのろ過材に表示してはならないこと。 

六 附則第五項関係 

改正前の機械等検定規則(昭和四七年労働省令第四五号)の型式検定の基準に基づく型

式検定(附則第二項に規定する型式検定を含む。)に合格した型式の防じんマスクであつ

て、当該型式の型式検定合格証の有効期間が満了する日(すなわち、昭和五九年中に満

了するものにあつては当該満了日を、それ以外のものにあつては昭和五九年一二月三一

日をいう。)までに製造されたもの(当該防じんマスクが輸入されたものであつて輸入し

た者が型式検定を受けたものについては、同日までに輸入されたもの)については、改

正後の機械等検定規則の型式検定の基準に基づく型式検定に合格したものとみなすこと

としたこと。 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

－1272－



分担研究報告書（淀川 亮） 

  

【【新新規規検検定定申申込込書書】】  

 
（日本クレーン協会提供） 
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【【型型式式検検定定合合格格証証】】  

 

（日本クレーン協会提供） 
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【【天天井井ククレレーーンン定定期期自自主主検検査査表表（（年年次次））（（抜抜粋粋））】】  

 
（一般社団法人日本クレーン協会『天井クレーンの定期自主検査指針・同解説』156 頁） 
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【【天天井井ククレレーーンン定定期期自自主主検検査査表表（（月月次次））（（抜抜粋粋））】】  

 

 
（一般社団法人日本クレーン協会『天井クレーンの定期自主検査指針・同解説』184 頁） 
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【【検検査査業業者者にに委委託託すするる例例】】  

 
（東栄工業株式会社のウェブサイト ( http://www.toei-kk.co.jp/safety_press.html 最終閲

覧日:2022 年 10 月 29 日)より） 
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【【事事業業内内検検査査者者研研修修のの例例】】  

 
（東京安全衛生教育センターのウェブサイト( https://www.jisha.or.jp/tshec/course/k8780
_press_jigyonai.html 最終閲覧日:2022 年 10 月 29 日)より） 
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【【合合格格にに貼貼るる検検査査標標章章のの例例】】  

 
（中央労働災害防止協会出版事業部販売サイトのウェブサイト( https://www.jisha.or.jp/o
rder/yohin/douryoku_hyoushou.html 最終閲覧日:2022 年 10 月 29 日)より） 
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【【天天井井ククレレーーンンのの隔隔離離距距離離不不足足にに伴伴うう労労災災事事故故のの例例】】  
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【【ククレレーーンン台台帳帳のの例例（（表表面面））】】  

 
（日本クレーン協会提供） 
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【【ククレレーーンン台台帳帳のの例例（（裏裏面面））】】  

 

 
（日本クレーン協会提供）
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厚厚生生労労働働行行政政推推進進調調査査事事業業費費補補助助金金  
（（政政策策科科学学総総合合研研究究事事業業（（政政策策科科学学推推進進研研究究事事業業））））  

分分担担研研究究報報告告書書  

労労働働安安全全衛衛生生法法第第 5555 条条かからら 5588 条条のの逐逐条条解解説説  

 
研究分担者 長谷川聡 専修大学教授 

 
研究要旨 

本研究は、危険物及び有害物に関する規制を定める安衛法第 55 条から第 58 条までの

各条文の趣旨や内容、沿革、運用実態を整理し、これらの条文の意義やこれらが現実に果

たしている役割を明らかにしようとするものである。 
危険・有害な化学物質の製造販売を規制する仕組みは古くから存在するが、その内容は

徐々に充実しつつある。現在の規制は、製造者から利用者までの流通過程を広く視野に入

れて規制対象とし、その過程において化学物質の有害性・危険性に関する情報が関係者に

適切に伝達される仕組みを構築し、新規の化学物質への対応や当該化学物質を利用する

職場の状態に即した対応を事業者へのリスクアセスメントの実施の義務づけによって可

能にするという包括的かつ現場に即応した動的なものへと展開した。 
この展開は、化学物質によって発生した重大事故や、国際的要請によって後押しされ

た。特に後者については、化学物質に対する規制が世界的に流通過程も視野に入れたこと

から、規制対象や表示方法を国際的に共通化する動きが見られる。 
日々新たな化学物質が発見されるうえ、化学物質の製造・使用における危険性・有害性

を低減させる方法も日々開発されることから、化学物質に対する規制は常に最新の知見

から検討される必要がある。 
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A.研究目的 

本研究事業全体の目的は、以下の 3 点に

ある。 
①時代状況の変化に応じた法改正の方向

性を展望すること。 
②安衛法を関係技術者以外（文系学部出

身の事務系社員等）に浸透させ、社会一般へ

の普及を図ること。 
③安衛法に関する学問体系、安衛法研究

のための人と情報の交流のプラットフォー

ムを形成すること。 
そのため、条文の起源（立法趣旨、基礎と

なった災害例、前身）と運用（関係判例、適

用の実際）、主な関係令等（関係政省令、規

則、通達等）を、できる限り図式化して示す

と共に、現代的な課題や法解釈学的な論点

に関する検討結果を記した体系書を発刊す

ること。 
本分担研究の目的は、枝番号や附則を除

き 123 条ある安衛法のうち第 55 条から第

58 条について、その課題を果たすことにあ

る。 
 

B.研究方法 

 安全衛生に詳しい元労働基準監督官から、

現行安衛法の体系に関する解説と安衛法本

体の条文に紐付く政省令の選定を受けたう

えで、法学・行政学を専門とする分担研究者

 
1 「ケミカルアブストラクツサービス」
は、1907年にアメリカ化学会（American 
Chemical Society）の一部門に設立された
組織である。世界中の化学文献を収集し、
書誌事項、抄録、索引などを作成して「ケ

が、各自、解説書、専門誌に掲載された学術

論文や記事、政府発表資料等の第 1 次文献

のレビューを行って執筆した文案を研究班

会議で報告し、現行安衛法や改正法の起案

に関わった畠中信夫元白鴎大学教授、唐澤

正義氏ら班員らからの指摘やアドバイスを

得て洗練させた。 
 

C.研究成果 

第二節 危険物及び有害物に関する

規制 

前注 

1 化学物質規制の背景と本節の位置づけ 
化学物質は、業務の作業過程や製品の製

造工程など様々な場面で活用され、社会や

生活を成り立たせるために不可欠な要素の

一つになっている。新たな製品を開発した

り、より効率的な生産を可能にしたり、安全

な作業を実現したりするために世界的に

日々新たな化学物質が開発されている。ア

メリカのケミカルアブストラクツサービス

（Chemical Abstracts Service: CAS）1が管

理する世界最大の化学物質に関するデータ

ベース（CAS Registry） に登録されている

化学物質の総数は、2015年に1億件を超え、

今日なお増え続けている。 

ミカル・アブストラクツ（Chemical 
Abstracts: CA）」を刊行している。この組
織が管理する化学物質に関する登録システ
ム、CAS Registryは、世界最大の化学物質
データベースである。 

－1288－



  分担研究報告書（長谷川 聡） 

3 
 

化学物質は、こうした利便性を有する反

面、人体や環境に悪影響を及ぼすこともあ

る。この悪影響は当該化学物質の開発過程

で明らかになる場合もあるが、当該化学物

質を利用する段階で労災事故が発生するこ

とを通じて初めて明らかになることもある。

この悪影響の有無を発見するための検証を

開発者に義務づければこの課題が解決され

る場合もあるが、開発時の技術水準では悪

影響の発見が困難である場合もあるうえ、

この化学物質が経済的に必要とされている

時期に検証が間に合わないなどの理由で検

証そのものが十分に実施されない場合もあ

る。しかもこの悪影響が及ぶ範囲は人体に

止まらず、自然環境にも及ぶことも希では

ない。化学物質に対する規制を構築する際

には、こうした社会的必要性とリスクをい

かに均衡させるかが問われる。本法第 5 章

第 2 節「危険物及び有害物に関する規制」

で扱う法第 55 条から法第 58 条は、雇用の

場を軸にその規制を具体化したものである。 
 
2 本法における危険物及び有害物に対す
る規制 

本法の危険物及び有害物に対する規制は、

本法の各所に散在している。法第 3 条 2 項

は、原材料を製造し、若しくは輸入する者

は、その製造や輸入に際して、その物が使用

されることによる労働災害の発生の防止に

資するように努めなければならないことを

定め、化学物質が利用される前段階から事

業者の安全及び健康の確保に関する包括的

な責務を定める。また、法第 20 条は化学物

質との関係では主に爆発性の物、発火性の

物、引火性の物等による危険（同条第 2 号）

を防止するために必要な措置を講じること

を事業者に義務づけ、法第 22 条は化学物質

のとの関係では主に原材料、ガス、蒸気、粉

じん等による健康障害（同条第 1 号）を防

止するため必要な措置を講じることを事業

者に義務づけている。これらの規定におい

て以下で扱う法第 5 章第 2 節の規定は、化

学物質の使用段階ではなく、製造・流通規制

を主体として化学物質に関するリスクを低

減することに着目したものとなっている。

換言すれば、設備や原材料、建設物の使用に

ついて広く労災防止を図る責務が設定され

る中で、危険物及び有害物を使用する段階

に至る前に、災害発生を抑止するための

様々な予防線を張る役割を担っている。 
 
3 化学物質規制の体系の転換 
本法に基づく化学物質規制の体系を示し

たのが後掲の図である（【【前前注注・・資資料料 11】】労労

働働安安全全衛衛生生法法にに基基づづくく化化学学物物質質にに対対すするる規規

制制のの体体系系）。これまでの化学物質管理は、有

害性（特に発がん性）の高い物質について国

がリスク評価を行い、特定化学物質障害予

防規則等の対象物質に追加し、暴露防止の

ために講ずべき措置を国が個別具体的に法

令で定めるという仕組みに基づいて行われ

てきた。しかしこの仕組みでは、数万に及ぶ

日常的に利用される化学物質が様々な用途

で用いられる実態を網羅的に規律すること

ができず、実際、労災の多くは規制されてい

ない化学物質から発生している。そこで、

2021 年（令和 3 年）に示された「職場にお

ける化学物質等の管理のあり方に関する検

討会報告書～化学物質への理解を高め自律

的な管理を基本とする仕組みへ～」におい

て、この仕組みを、国は暴露濃度等の管理基

準を定め、危険性・有害性に関する情報の伝
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達の仕組みを整備・拡充し、事業者はその情

報に基づいてリスクアセスメントを行い、

暴露防止のために講ずべき措置を自ら選択

して実行することを原則とする仕組み（「自

律的な管理」と呼ばれる）へと転換すべきと

の提言（図の下部）がなされた。これに向け

た法改正が 2022 年に行われ 2、化学物質規

制は新たな時代に向かいつつある。 
 

4 本節の構成 
本節の規定は、まず、製造現場における必

要性や有用性を考慮の上、重度な健康障害

が発生しうる化学物質であって十分な防止

策を講じることができないものについて製

造等の禁止という最も重い規制の下に置く

（法第 55 条）。次に、健康障害を多発させ

る特に高いリスクはあるもののこれの具体

化を防止する仕組みが存在する化学物質に

ついては、発散抑制措置や作業環境測定等

のリスクの顕在化を防止する特別規則を設

けて許可制の下に置く（法第 56 条）。その

うえで、これよりも危険性（爆発や火災のお

それなど、安全性に関わるもの）･有害性（健

康障害等衛生に関わるもの）のリスクが低

い、あるいはこれらが判明していない一定

の化学物質とともに、当該化学物質の性質

や取扱い上の注意を当該化学物質に表示さ

せたり（法第 57 条）、文書交付させたり（法

第 57 条の 2）することによって流通過程を

通じて使用の現場まで周知する。さらに事

業者に一定の化学物質についてリスクアセ

スメントを実施することを義務づけて職場

の実態に即した対応を講じることを求め

（法第 57 条の 3）、製造・輸入者を含めた

事業者に化学物質の有害性について調査す

る義務を課し（法第 57 条の 4、法第 57 条

の 5）、新規化学物質の有害性や性質をいち

早く確認させることによって次々と生み出

される化学物質に即応する体制を整える。

こうした取り組みは、国によって後押しさ

れている（法第 58 条）。 
本節の名称は、当初は「有害物に関する

規制」であったが、2005 年（平成 17 年）

の本法の改正 3において現在の「危険物及

び有害物に関する規制」に改正された。

2005 年（平成 17 年）改正では、事業場内

における危険・有害性の調査とそれに基づ

く対策が十分でなかったことによって発生

したと考えられる、大規模製造業での爆発

火災、一酸化炭素ガスの漏出等の重大災害

の発生を受けて 4、危険・有害要因の双方

を対象に、これらを特定してリスクアセス

メントを行い、その結果をふまえたリスク

の低減措置を講じる努力義務を事業者に課

す（法第 28 条の 2 の追加）等の改正が行

われた。本節が有害物だけでなく、危険物

を対象としていたことが節の名称にも反映

されることとなった。 
 

 

 
2 労働安全衛生規則等の一部を改正する省
令（令和 4 年厚労省令第 91 号）等。前述
の現状認識と改正の方向性の整理は、同報
告書による。 

3 労働安全衛生法等の一部を改正する法律
（平成 17 年 11 月 2日法律第 108 号）。 
4 「今後の労働安全衛生対策の在り方に係
る検討会報告書」（厚労省、2004 年）。 
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【前注・資料 1】労働安全衛生法に基づく化学物質に対する規制の体系 
  

 
厚労省「労働安全衛生法の新たな化学物質規制 労働安全衛生法施行令の一部を改正する

政令等の概要」（2022 年（令和 4 年）） 
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1．第 55 条（製造等の禁止） 
1．1 条文 
第五十五条 黄りんマツチ、ベンジジン、

ベンジジンを含有する製剤その他の労働

者に重度の健康障害を生ずる物で、政令

で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡

し、提供し、又は使用してはならない。た

だし、試験研究のため製造し、輸入し、又

は使用する場合で、政令で定める要件に

該当するときは、この限りでない。 
 
1．2 趣旨と内容 

1．2．1 趣旨 
本条は、製造または取扱いの過程におい

て労働者に重度の健康障害を生ずる物で、

現在の技術ではこの健康障害を防止する十

分な手段がない物を製造し、輸入し、譲渡

し、提供し、又は使用すること（以下、「製

造等」という）を原則として禁止したもので

ある。本条の趣旨・目的は、戦前の黄燐燐寸

製造禁止法を吸収した旧労基法 48 条の規

定を引き継ぎ、新たな化学物質による職業

性疾病、特に職業がんへの対応を図り、作業

過程において有害物に曝露することにより

健康障害が生じることを防止するため，製

造又は取扱いの過程において労働者に重度

の健康障害を生ずる物質で、しかも現在の

技術をもってしては、それによる健康障害

を防止する十分な防護方法がない有害物に

ついて製造等を禁止することにある 5。この

 
5 東京高判平 29・10・27判タ 1444 号
137頁。 
6 最三小判平 16・4・27労判 872 号 5頁、
最一小判平 26・10・9 民集 68巻 8号 799
頁、最一小判令 3・5・17労判 1252 号 5

趣旨・目的からは、本条に規定される製造禁

止物質には、新規の有害な化学物質の発見

や既存の化学物質の有害性の発見等により

新たな化学物質が追加される可能性がある

とともに、有害性を除去する技術革新によ

り本条に規定される化学物質が削除される

可能性も残されていることが分かる。安全

衛生立法の規制権限は、その目的に即して、

できる限り速やかに、技術の進歩や最新の

医学的知見等に適合したものに改正すべく、

適時にかつ適切に行使されるべきことが最

高裁によって数度にわたり確認されている

6。これらは省令の改正の要否を論じる文脈

で判示されたものであるが、法律について

も、省令ほど迅速な対応は制度的に困難と

はいえ、同様に適時にかつ適切にその内容

の見直しをすることが求められていること

はいうまでもない。 
本条が製造以外の行為も禁止の対象とし

ているのは、製造の禁止のみでは労働者の

健康障害の防止という本条の趣旨を達成す

ることができないと解されたことによる 7。 
本条が規制する化学物質はいずれも有害

性が高いものであるが、こうした化学物質

の中にも製品の製造工程に深く関わり、今

後も試験研究のために製造、使用されるこ

とが見込まれるものもある。そこで、こうし

た有害な化学物質については、試験研究と

いう目的からの限定と、製造、輸入、使用と

いう場面の限定を付したうえで、一定の要

頁等。 
7 労働調査会『労働安全衛生法の詳解〔改
訂 5版〕－労働安全衛生法の逐条解説－』
（労働調査会出版局、2020 年）654 頁。 
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件の下にこれらの行為を例外的に認めるこ

ととしている。 
 

1．2．2 内容 
11．．22．．22．．11  製製造造等等がが禁禁止止さされれるる
物物（（製製造造等等禁禁止止物物質質））  

 本条が製造等を禁止する物（以下、「製造

等禁止物質」という）は、施行令第 16 条第

1 項に次のように列挙されている。これら

の中には、国際条約に基づいて製造、使用等

が禁止されているものもある 8。 
 
一 黄りんマッチ 
二 ベンジジン及びその塩 
三 四―アミノジフエニル及びその塩 
四 石綿（次に掲げる物で厚生労働省令

で定めるものを除く。） 
イ 石綿の分析のための試料の用に供

される石綿 
ロ 石綿の使用状況の調査に関する知

識又は技能の習得のための教育の用に

供される石綿 
ハ イ又はロに掲げる物の原料又は材

料として使用される石綿 
五 四―ニトロジフエニル及びその塩 
六 ビス（クロロメチル）エーテル 
七 ベータ―ナフチルアミン及びその塩 
八 ベンゼンを含有するゴムのりで、そ

 
8 黄りんマッチについて、「燐寸製造ニ於
ケル黄燐使用ノ禁止ニ関スルベルヌ国際条
約（1906年制定、1926 年（昭和元年）日
本批准）、クロシドライト（青石綿）につ
いて、石綿の使用における安全に関する条
約（1986年制定、2005 年（平成 17 年）
日本批准）。 

の含有するベンゼンの容量が当該ゴムの

りの溶剤（希釈剤を含む。）の 5 パーセン

トを超えるもの 
九 第 2 号、第 3 号若しくは第 5 号から

第 7 号までに掲げる物をその重量の 1%
を超えて含有し、又は第 4 号に掲げる物

をその重量の 0.1%を超えて含有する製

剤その他の物 
 
「黄りんマッチ」（第 1 号）は、黄りんを

用いたマッチであり 1922 年に世界的に生

産禁止となっている。黄りんは、白～黄色の

透明な結晶性個体であり、液状では空気に

触れると自然発火し、有害なヒューム（物質

の加熱等による粉じんや揮発性の粒子等の

こと。ここではリン酸化物）を生じることが

ある。皮膚接触により熱傷を起こし、眼に触

れることにより眼瞼痙攣等を生じさせるほ

か 9、製造段階における顎の壊疽などが問題

となった。 
「ベンジジン」（第 2 号）は、従来染料の

中間体（ほかの化学物質を合成するために

製造され、その合成プロセス中に消費・使用

される物質のこと 10）、例えば留袖などの

「黒染め」に染料として用いられたり、合成

ゴム硬化剤などに使用されたりする物質で

ある。人血に反応することから、警察の科学

捜査研究所や病院で所有された。赤灰色又

9 厚労省「職場の安全サイト」
（https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gm
sds/0571.html：最終閲覧日 2022 年 10 月
9 日）。 
10 J-Net21WEBサイト（https://j-
net21.smrj.go.jp/help/index.html：最終閲
覧日 2022 年 10 月 9 日）。 
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は白色固体であり、皮膚吸収性がある。皮膚

炎を起こすおそれや膀胱がんを発症するお

それ、吸入又は嚥下により急性膀胱炎を起

こすおそれがある 11。 
「4－アミノジフェニル」（4－アミノビフ

ェニル、第 3 号）は、特徴的な臭気のある、

無色の様々な形状の固体であり、 空気に曝

露すると紫色になる物質である。発がん性

を有しており、長期又は反覆暴露により炎

症が生じることがある 12。 
「石綿」（アスベスト、第 4 号）は、白色、

灰色、緑色または帯黄色の繊維性固体であ

り、吸入を通じて体内に取り込まれる。反復

または長期の吸入によりアスベスト症（肺

線維症)、胸膜プラーク（壁側胸膜の外側に

生じた膠原繊維（コラーゲン）が増生した良

性疾患）、肥厚（皮膚や組織が肥えたり暑く

 
11 環境・安全管理用語編集委員会編『化学
物質 環境・安全管理用語事典〔改訂第 3
版〕』（化学工業日報社、2005 年（平成 17
年））288頁。 
12 ILO「ICSCデータベース」
（https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.
display?p_card_id=0759&p_version=1&p_l
ang=ja：最終閲覧日 2022 年 10 月 9 日）。 
13 肺の外側を覆う胸膜に含まれる胸壁側
（壁側胸膜）と肺を覆っている胸膜（臓側
胸膜）の間にたまる液体を意味する（一般
社団法人日本呼吸器学会WEB ページ
（https://www.jrs.or.jp/citizen/faq/q22.ht
ml：最終閲覧日 2022 年 10 月 9日）。ここ
ではこの胸水が増加して肺を圧迫などする
こと。 
14 ILO「ICSCデータベース」
（https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.
display?p_lang=ja&p_card_id=0014&p_ver

なったりすること）、胸水 13を引き起こすこ

とがあり 14、がん、中皮腫の発症が問題と

なった。石綿は、耐火性や保温性に優れる物

質として建材等に広く活用されてきたが、

1995 年（平成 7 年）に製造等禁止物質とし

て追加された。 
「4－ニトロジフェニル」（4－ニトロビフ

ェニル、第 5 号）は、特徴的な臭気のある、

白色～黄色の結晶であり、吸入、経皮および

経口摂取により人体に摂取され、発がん性

を有する 15。 
「ビス（クロロメチル）エーテル」（クロ

ロメトキシメタン、第 6 号）は、刺激臭の

ある無色の液体であり、蒸気の吸入、経皮お

よび経口摂取により実態に摂取される。発

がん性を有しており、吸入により肺水腫 16

の原因となる 17。1973 年（昭和 48 年）に

sion=2：最終閲覧日 2022 年 10 月 9 日）。 
15 ILO「ICSCデータベース」
（https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.
display?p_lang=ja&p_card_id=1395&p_ver
sion=2：最終閲覧日 2022 年 10 月 9 日）。 
16 肺胞の周りにある網目状の毛細血管から
血液の液体成分が肺胞内にしみ出した状
態。肺胞内に液体成分が貯まることによ
り、肺での酸素の取り込みが阻害され、重
症化すると呼吸不全に陥ることがある（一
般社団法人日本呼吸器学会WEB サイト
（https://www.jrs.or.jp/citizen/disease/f/f
-03.html：最終閲覧日 2022 年 10 月 9
日）。 
17 ILO「ICSCデータベース」
（https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.
display?p_lang=ja&p_card_id=0237&p_ver
sion=2：最終閲覧日 2022 年 10 月 9 日）。 
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染料及び顔料を製造する企業において、製

造業務従事者から肺がんその他の呼吸器疾

患による死亡者が発生し、これを受けて実

施された調査結果や外国において強い発が

ん性が指摘されていたことを受けて本条の

禁止物質に指定された 18。 
ベーターナフチルアミン（第 7 号）は、

特徴的な臭気のある、白色～帯赤色の薄片

であり、 空気に曝露すると赤色になる。吸

入、経皮および経口摂取により体内に入り、

発がん性（膀胱がん）を有する 19。 
「ベンゼン」（第 8 号）は、特徴的な臭気

を有し、広く有機合成や溶剤として使われ

る、高い揮発性、引火性、燃焼性を有する液

体である。麻酔作用があり、慢性中毒では疲

労、頭痛、めまい、興奮、酩酊、意識喪失、

けいれんなどが起こる。皮膚吸収もあり、急

性毒性、慢性毒性に加えて発がん性を有す

る 20。 
 

11．．22．．22．．22  製製剤剤  
 本条にいう「製剤」とは、その物の有用性

を利用できるように物理的に加工された物

を意味し、利用済みでその有用性を失った

ものはこれに含まれない（昭和 47 年 9 月

18 日基発第 602 号）。 

 
18 松尾幸夫主筆・片岡輝男・木村嘉勝編
『政策担当者が語る 労働衛生施策の歩
み』（労働調査会、2012 年（平成 24 年））
160 頁。 
19 ILO「ICSCデータベース」
（https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.
display?p_lang=ja&p_card_id=0610&p_ver
sion=2：最終閲覧日 2022 年 10 月 9 日）。 
20 環境・安全管理用語編集委員会編『化学

 
11．．22．．22．．33  譲譲渡渡・・提提供供  

 本条にいう「譲渡」とは、有償・無償を問

わず所有権の移転を伴う行為を意味する 21。 
本条にいう「提供」とは、所有権等を留保

したまま相手に渡して利用させるというよ

うな場合の「渡す」という事実行為を意味す

る（昭和 47 年 9 月 18 日基発第 602 号）。

「提供」の例としては、物品の塗装修理の場

合に、その物品の所有者が修理工場に対し

て塗料を引き渡し、その塗料を修理に使用

することを要請する場合の引渡し等がある

22。 
 

11．．22．．22．．44  試試験験研研究究ののたためめ製製造造
しし、、輸輸入入しし、、又又はは使使用用すするる場場合合でで、、
政政令令でで定定めめるる要要件件にに該該当当すするるとときき  

 本条の製造等の禁止は、「試験研究のため

製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令

で定める要件に該当するとき」には例外的

に適用されない（本条但書）。この「政令で

定める要件に該当するとき」は、以下の 2 つ

の場合を意味する（施行令第16条第2項）。 
 
一 製造、輸入又は使用について、厚生

労働省令で定めるところにより、あらか

物質 環境・安全管理用語事典〔改訂第 3
版〕』（化学工業日報社、2005 年（平成 17
年））288 頁。 
21 労務行政研究所編『労働安全衛生法』
（労務行政、2017年（平成 29 年））502
頁。 
22 労務行政研究所編『労働安全衛生法』
（労務行政、2017年（平成 29 年））502
頁。 
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じめ、都道府県労働局長の許可を受ける

こと。この場合において、輸入貿易管理

令（昭和二十四年政令第四百十四号）第

九条第一項の規定による輸入割当てを受

けるべき物の輸入については、同項の輸

入割当てを受けたことを証する書面を提

出しなければならない。 
二 厚生労働大臣が定める基準に従つて

製造し、又は使用すること。 
 
 以下、第1号と第2号に分けて概説する。 
 

1．2．2．4．1 都道府県
労働局長の許可（第 1号） 

本条第 1 号の許可を申請する際には、製

造等禁止物質を①製造又は使用しようとす

る場合と、②輸入しようとする場合とで提

出先となる労働基準監督署が異なる。①製

造又は使用しようとする場合は、製造し又

は使用する場所を管轄する労働基準監督署

長を経由して所管の都道府県労働局長に提

出し、②輸入しようとする場合は、輸入して

使用する場所を管轄する労働基準監督署長

を経由して所管の都道府県労働局長に提出

するものとされている（特化則第 46 条第 1
項、石綿則第 47 条第 1 項）。 
 

1．2．2．4．2 厚生労働
大臣が定める基準に従う
こと（第 2号） 

 施行令第 16 条第 2 項第 2 号が定める「厚

生労働大臣が定める基準」は、特化則第 47
条及び石綿則第 48 条に規定されている。両

者は、規制対象の特徴に応じて詳細は異な

るものの、基本的に同じ規制の枠組みを用

いている。 

 
【特化則第 47 条】 
一 製造等禁止物質を製造する設備は、

密閉式の構造のものとすること。ただし、

密閉式の構造とすることが作業の性質上

著しく困難である場合において、ドラフ

トチエンバー内部に当該設備を設けると

きは、この限りでない。 
二 製造等禁止物質を製造する設備を設

置する場所の床は、水洗によつて容易に

そうじできる構造のものとすること。 
三 製造等禁止物質を製造し、又は使用

する者は、当該物質による健康障害の予

防について、必要な知識を有する者であ

ること。 
四 製造等禁止物質を入れる容器につい

ては、当該物質が漏れ、こぼれる等のお

それがないように堅固なものとし、かつ、

当該容器の見やすい箇所に、当該物質の

成分を表示すること。 
五 製造等禁止物質の保管については、

一定の場所を定め、かつ、その旨を見や

すい箇所に表示すること。 
六 製造等禁止物質を製造し、又は使用

する者は、不浸透性の保護前掛及び保護

手袋を使用すること。 
七 製造等禁止物質を製造する設備を設

置する場所には、当該物質の製造作業中

関係者以外の者が立ち入ることを禁止

し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示

すること。 
 
【石綿則第 48 条】 
一  石綿等を製造する設備は、密閉式の

構造のものとすること。ただし、密閉式

の構造とすることが作業の性質上著しく
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困難である場合において、ドラフトチェ

ンバー内部に当該設備を設けるときは、

この限りでない。 
二  石綿等を製造する設備を設置する場

所の床は、水洗によって容易に掃除でき

る構造のものとすること。 
三  石綿等を製造し、又は使用する者は、

当該石綿等による健康障害の予防につい

て、必要な知識を有する者であること。 
四  石綿等を入れる容器については、当

該石綿等の粉じんが発散するおそれがな

いように堅固なものとし、かつ、当該容

器の見やすい箇所に、当該石綿等が入っ

ている旨を表示すること。 
五  石綿等の保管については、一定の場

所を定め、かつ、その旨を見やすい箇所

に表示すること。 
六  石綿等を製造し、又は使用する者は、

保護前掛及び保護手袋を使用すること。 
七  石綿等を製造する設備を設置する場

所には、当該石綿等の製造作業中関係者

以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、

その旨を見やすい箇所に表示すること。 
 
 特化則第 47 条第 1 号及び石綿則第 48 条

第 1 号に規定される「ドラフトチェンバー」

（ドラフトチャンバー、ヒュームフードと

もいう）とは、試験室内で発生する有害ガ

ス・蒸気・臭気や粉塵を、室内に分散しない

ように発生源で捕捉する、囲い式の局所排

気装置である。 
 
 
 
 
 

【ドラフトチェンバーの例】 

 
（株式会社協立製作所 WEB サイト

（ http://www.kyoritsu-
yes.co.jp/product/kyokuhai/draftchamber.
html：最終閲覧日 2022 年 10 月 9 日） 

 
この特例（本条但書）が適用されるのは、

試験研究者がみずから製造等を行なう場合

に限られる。但し、輸入について、輸入割当

てを受ける事務等輸入に係る事務を輸入業

者に代行させることについては、輸入業者

が輸入行為それ自体を行なうものではない

と考えられることを理由に許容されている

（昭和 47 年 9 月 18 日基発第 602 号）。し

かし商社等が予め禁止物質を輸入しておき、

試験研究者の要請によって提供することは

認められず、輸入する場合も試験研究に必

要な最小限度の量であることが必要である

（昭和 47 年 9 月 18 日基発第 591 号）。 
 
1．3 関連規定 

1．3．1 法条 
 本条は、化学物質の取扱いとして最も厳

しい製造等禁止を定める。本条以下に、健康

障害を多発させる特に高いリスクはあるも

ののこれの具体化を防止する仕組みが存在

する化学物質について許可制の下に置く仕
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組み（法第 56 条）、これよりも危険性･有害

性のリスクが低い一定の化学物質について、

当該化学物質の性質や取扱い上の注意を当

該化学物質に表示させたり（法第 57 条）、

文書交付させたり（法第 57 条の 2）する仕

組みが続いている。 
 
1．4 沿革 

1．4．1 制度史 
工

場

法

期 

○黄燐燐寸製造禁止法（大正 10 年 4
月 11 日法律第 61 号） 
化学物質の製造禁止に関する法制

度は、1921 年（大正 10 年）に制定

された黄燐燐寸製造禁止法に遡るこ

とができる。 
黄燐燐寸製造禁止法は、「燐寸製造

ニ於ケル黄燐使用のノ禁止ニ関スル

条約」（1906 年（明治 39 年）。一般

に 「 ベ ル ヌ 条 約 」（ Berne 
Convention）と呼ばれる）の批准公

布に先立って制定された法律であ

る。同法は、マッチ製造における黄

リン使用の禁止や工場への官吏の臨

検権限等を規定していた（附則を除

き、全 7 条）。すなわち、第 1 条にお

いて「燐寸製造業者ハ燐寸ノ製造ニ

黃燐ヲ使用スルコトヲ得ス」と定め、

第 2 条において「黃燐ヲ使用シテ製

造シタル燐寸ヲ販賣シ、輸入若ハ移

入シ又ハ販賣ノ目的ヲ以テ所持スル

コトヲ得ス」と定める。これらに違

反した場合については、第 4 条にお

いて「第一條又ハ第二條ノ規定ニ違

 
23 松岡三郎『条解労働基準法［新版］下』
（弘文堂、1959 年（昭和 34 年））647

反シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ千

圓以下ノ罰金ニ處ス 前項ノ未遂罪

ハ之ヲ罰ス」と定める。 
労

基

法 

○労働基準法（昭和 22 年 4 月 7 日
法律第 49 号） 
第二次世界大戦後制定された労基

法は、有害物の製造禁止について第

48 条において「黄りんマッチその他

命令で定める有害物は、これを製造

し、販売し、輸入し、又は販売の目

的で所持してはならない」と規定し

ていた。この規定は、黄燐燐寸製造

禁止法第 2 条を踏襲したものであ

る。この禁止の人的適用対象は、使

用者及び労働者ばかりではなく、こ

れら以外の者にも及ぶ。禁止の対象

が製造以外にも及んでいるのは、製

造以外のプロセスにも禁止が及ばな

いと禁止の実効性が確保されないた

めである 23。 
 

○昭和 30 年代以降にベンジジンの

製造作業者から膀胱腫瘍患者が発生

したことから、1958 年（昭和 33 年）

3 月にベンジジンの抑制濃度を

0.015mg/m3 とする作業環境改善の

推進が通達された。また、ベンゼン

のり（ベンゼンを含有するゴムのり）

によるベンゼン中毒が社会的な問題

になったことを受けて、製造等の禁

止の対象にベンゼンのりが追加され

た（労働基準法第 48 条の有害物に指

定する省令（昭和 34 年労働省令第

頁。 
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25 号。現在は廃止）。 
 
 ○昭和 40 年代に入ってベンジジ

ン、ベーターナフチルアミンなどに

よる尿路障害が多発したことを受け

て、1965 年（昭和 40 年）4 月 30 日

に尿路障害予防対策要綱が定めら

れ、1971 年（昭和 46 年）に特化則

の第 1 類物質として規制し、設備等

の密閉化等を規制した 24。 
安

衛

法 

○労働安全衛生法 
黄りんマッチ及びベンゼンを含有

するゴムのりについては、労基法に

基づいて製造等が禁止されていた

が、安衛法が制定されるにあたり、

本条において、これらに加えて、ベ

ンジジン、ベーターナフチルアミン、

四-アミノジフェニル、四-ニトロジ

フェニル等の発がん性物質の製造、

使用等が禁止された。 
石綿については、1995 年（平成 7

年）に特に有害性の高いアモサイト

及びクロシドライトの製造、輸入、

譲渡、提供又は使用が禁止され、

2004 年（平成 16 年）に石綿を含有

する建材、ブレーキ材等の摩擦材及

び接着剤の製造等が禁止されるなど

した後に、その後、2006 年（平成 18
年）に、施行令 16 条が改正され（平

成 18 年 8 月 2 日政令第 257 号）、石

 
24 松尾幸夫主筆・片岡輝男・木村嘉勝編
『政策担当者が語る 労働衛生施策の歩
み』（労働調査会、2012 年（平成 24 年））
29 頁。 
25 以下のベンゼン中毒事件の展開につい

綿及び石綿をその重量の 0.1％を超

えて含有する物の製造・使用等が原

則禁止されることとなった。 
 

1．4．2 背景になった災害等 
11．．44．．22．．11  ベベンンゼゼンン（（ベベンンゾゾーー
ルル））中中毒毒事事件件（（ヘヘッッププササンンダダルル事事件件））  

「労働基準法第 48 条の有害物に指定す

る省令」（昭和 34 年労働省令第 25 号）を通

じてベンゼンのりを本条の製造等禁止物質

に追加する契機となったのが、1950 年代頃

から明らかになったベンゼンによるベンゼ

ン中毒事件の多発である。当時、ベンゼン等

による中毒症状の実態は専門家による小規

模染料工場の実態調査（1952 年（昭和 27
年）8 月）や東京都墨田区のポリエチレンビ

ニル印刷加工工場における貧血症状患者の

調査（1957 年（昭和 32 年）3 月）等によっ

て明らかになりつつあり、予防対策の必要

性は認識されてきたが、中でも「ヘップサン

ダル事件」は前述の動きを強く後押しする

影響力を有した 25。 
ヘップサンダル（ミュール）は、映画「ロ

ーマの休日」でオードリー・ヘップバーンが

履いたサンダルに似せたビニール製のサン

ダルで、当時、非常に広く人気を博してい

た。ベンゼンは、このヘップサンダルの底を

貼るための接着剤（ゴムのり）の溶剤として

広く用いられており、製作過程で揮発した

ベンゼンを吸い込んだ作業者に再生不良性

て、松尾幸夫主筆・片岡輝男・木村嘉勝編
『政策担当者が語る 労働衛生施策の歩
み』（労働調査会、2012 年（平成 24 年））
37 頁。 
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貧血や白血病を発生させる原因となった。

1958 年（昭和 33 年に）大阪でベンゼン中

毒による死者が発生したうえ、翌年には東

京においてもベンゼン中毒患者が確認され

るなど全国的な問題となり、作業に従事し

ていた者に労基法の保護を受けない家内労

働者が多くいたことも受けて社会問題化し

た。これを受けて前述の省令が制定され、非

労働者を含む全ての者に旧労基法 48 条が

適用されるとする内閣法制局見解が示され

たほか、有機溶剤中毒防止規則の制定（1960
年（昭和 35 年））、特化則による規制へと展

開した。 
 

11．．44．．22．．22  建建設設アアススベベスストト訴訴訟訟  
建設アスベスト訴訟については「関連判

例」参照。 
 
1．5 運用 

1．5．1 監督状況 
『労働基準監督年報〔2020年（令和 2年）〕』

によると、2020 年（令和 2 年）の法第 55
条及び同第56条を合わせた違反状況は4件

である。また、法第 55 条に関する送検事例

は 1 件であり、製造等の特例許可の申請件

数は 0 件である。 
 

1．5．2 適用の実際 
本条が製造を禁止する化学物質は、今日

それほど有用ではないため、秘密裏にこれ

らの化学物質を製造して指導の対象となる

ような例や、本条違反の有無を特に意識し

て監督を行う例は今日ほとんど見られない

26。製造禁止物質の取扱いに関する今日の

 
26 玉泉委員発言。 

主な問題は、なおこれを用いた建築物や製

造物が数多く残る石綿の取扱いである。送

検事例も比較的多い。 
石綿は、建築材料の中に混入させたり、鉄

骨の耐火被覆のために吹付けたりするなど

して広く利用されてきた。令和 3 年の「労

働安全衛生調査（実態調査）の概況」によれ

ば、事業所にむき出しの状態の吹付材等が

ある事業所の割合は 2.9%であり、このうち

石綿が使用されている吹付材等がある事業

所の割合は 19.5%となっている。割合は少

ないものの、石綿への暴露可能性がある事

業所がなお残ることが分かる。 
石綿をこのような状態にしている理由に

ついては、「除去等の工事を行う予定」が

32.4%でもっとも多い。これは適切に除去

工事が行われれば大きな問題にはならない

が、次いで「損傷、劣化はしておらず、危険

はないと考えているため」が 31.0%、「通常

の使用に支障はなく、特に対応が必要と考

えていないため」が 29.9%となっており、

石綿の全廃に向けてはなお課題が残る。 
石綿の有害性は前述のように比較的早く

から認識され、1971 年（昭和 46 年）には

特化則で規制の対象となった。しかし、その

規制・監督は必ずしも当初から厳格に行わ

れてきたわけではなかった。 
その一つの要因は、石綿の化学物質とし

ての有用性にある。石綿は、耐火性や防音

性、断熱性、耐久性に優れ、しかも軽くて安

価である。禁止対象とする際も一度に完全

禁止にせず、石綿製品と評価される石綿含

有率を段階的に引き下げる方法で禁止措置

が進められ（製造物における石綿含有量の
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規制は、重量の 5％超（1975 年）から 1％
超（1995 年）、0.1%超（2006 年）という流

れで行われた）、その含有率に到達するまで

は建材に石綿を混入させる取扱いがしばら

く行われた。 
また、規制を行うこと自体が困難な事情

も存在した。建設現場では、石綿が含まれる

建築材料を切断したり、穴をあけたり、加工

したりすることによって労働者・就業者は

常に石綿に暴露される危険にさらされる。

しかし、重層的で複雑な請負・下請関係を形

成する建設業界において、何百万人にもな

る建設業従事者の健康を守ることができる

よう、特定化学物質等作業主任者の選任、特

殊健康診断の実施、局所排気装置の設置、防

じんマスクの使用といった規制を遵守させ

ることは現実には非常に困難であった。 
加えて、建設現場で用いられる多くの材

料に石綿が含まれており、これを逐一指摘

するとなると、数百万人に及ぶ建設業従事

者に対して特殊健康診断の実施、作業主任

者の選任、居所排気装置等の設置など特化

則を全面適用しなければならなくなること

と相まって、指摘に及び腰になりがちな事

情もあった。臨検監督は、建材の製造業等が

中心になり、建設業にはチェックがあまり

及ばなかった実態があった 27。 
現在石綿を含む建築物の解体工事をする

にあたっては、所轄労働基準監督署長に届

出を行うことが事業者に義務づけられてい

 
27 玉泉委員発言。 
28 篠原委員発言。 
29 厚労省が発表した情報を、各自治体が取
りまとめ、住民に発表する取組が行われて
いる。横浜市の例として、横浜市WEB サ

る（石綿則第 5 条）。もっとも全ての届出が

行われた場合、約 200 万件に及ぶといわれ

ており、これらのすべてを臨検することは

現状の監督体制において困難といわざるを

得ない。石綿を含む建築物の解体を業とす

る事業者に許可制度を設けるなどの対応が

求められる。解体等現場を担うのは小さな

建設事業者であることも多く、作業実態の

把握、健康診断の実施、事後措置、記録の保

存、退職後の健康管理手帳の交付といった

諸対応・諸手続を確実に実施する仕組み作

りが求められている 28。 
また、石綿を含む製品もなお流通してお

り、これをいかに回収するかも問題となっ

ている。現在、個別のメーカー等による自主

回収に委ねられている 29。 
 

1．5．3 関連判例 
○○建建設設アアススベベスストト訴訴訟訟  

＜概要＞ 
アスベスト（石綿）は、防火や防音、断熱

性能に優れる点から、建築物や船舶など多

くの場面で従来から活用されてきた。しか

しその有害性が徐々に認識されるようにな

り、2005 年（平成 17 年）には機械メーカ

ー・クボタの旧神崎工場の労働者がアスベ

スト関連疾患で多数死亡し、中皮腫を発症

した同工場の周辺の住民に対して見舞金の

支払いを検討している事実（「クボタ・ショ

ック」と呼ばれる）が明らかになるなどして

イト
（https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi
/sumai-kurashi/gomi-
recycle/gomi/shushufuka/asubesuto.html
：最終閲覧日 2022年 10月 10 日）。 
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その問題性は社会的に無視できない状態に

なった。こうした動きを受けて、前述のよう

に本条を基礎とする施行令（第 16 条 4 号）

に基づいて製造禁止の対象とされるに至っ

た（平成 18 年 9 月 1 日施行）30。 
このように禁止規定の整備以前からアス

ベストの有害性が認知可能であったことか

ら、これに対する対策を国や建材メーカー

が講じる余地があったことを手がかりに、

アスベスト含有建材を使った建設作業に従

事して中皮腫や肺がん等の疾患を発症した

労働者・非労働者を含む建設作業従事者が、

国とアスベストを含む建材を製作していた

メーカーに対して損害賠償を請求する訴訟

が日本各地で提起された 31。特に 2008 年

（平成 20 年）の東京地裁への提訴以降、全

国 8 つの地方裁判所（札幌・仙台・埼玉・

東京・神奈川・京都・大阪・福岡）で提起さ

れた集団訴訟は、総称して「建設アスベスト

訴訟」と呼ばれる。 
 

＜訴訟経過＞ 
 建設アスベスト訴訟は、東京、神奈川、北

海道、京都、大阪、福岡の 6 つの地域で提

起された。それぞれの審級・判決年月日等の

基本情報は以下のとおりである。 
 

 
30 こうしたアスベストをめぐる当事者や労
働組合の動き、環境影響に対する対応策等
については、例えば「労働の科学」労働の
科学第 70 巻第 9 号（2015 年（平成 27
年））収録の特集参照。 
31 大阪・泉南アスベスト訴訟（第一陣訴
訟：最一小判平 26・10・9 判時 2241 号 3
頁、第二陣訴訟：最一小判平 26・10・9民

○神奈川第 1 陣訴訟 
・横浜地判平 24・5・25 訴月 59 巻 5 号

1157 頁 
・東京高判平 29・10・27 判タ 1444 号

137 頁 
・最一小判令 3・5・17 労判 1252 号 5 頁 
○東京第 1 陣訴訟 
・東京地判平 24・12・5 判時 2183 号 94
頁 
・ 東 京 高 判 平 30 ・ 3 ・

14westlaw_2018WLJPCA03146013  
・最高裁第一小法廷令 3・5・17 判タ 1487
号 136 頁 
○九州第 1 陣訴訟 
・ 福 岡 地 判 平 26 ・ 11 ・ 7westlaw_ 
2014WLJPCA11076001 
・ 福 岡 高 判 令 元 ・ 11 ・ 11westlaw_ 
2019WLJPCA11116001 
○大阪第 1 陣訴訟 
・大阪地判平 28・1・22 判タ 1426 号 49
頁 
・大阪高判平 30・9・20 判時 2404 号 240
頁 
・最一小判令 3・5・17 判タ 1487 号 143
頁 
○京都第 1 陣訴訟 
・京都地判平 28・1・29 判時 2305 号 22

集 68巻 8号 799 頁）はその代表例の一つ
である。これらの最高裁判決は、労働大臣
の省令制定権限の不行使を違法として、局
所排気装置設置の義務付けを労働大臣に求
めるものであるが、使用者に対して労働者
に防塵マスクの着用の義務づけを求めるこ
とまでは指摘していない。 
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頁 
・大阪高判平 30・8・31 判時 2404 号 4
頁 
・最一小判令 3・5・17 判タ 1487 号 149
頁 
○北海道第 1 陣訴訟 
・札幌地判平 29・2・14 判時 2347 号 18
頁 
・札幌高判令 4・5・30LEXDB25593072 
○神奈川第 2 陣訴訟 
・ 横 浜 地 判 平 29 ・ 10 ・

24LEXDB25549052 
・東京高判令 2・8・28 判時 2468・2469
号 15 頁 
・最二小判令 4・6・3 裁時 1793 号 1 頁 
○東京第 2 陣訴訟 
・東京地判令 2・9・4LEXDB25586308 
○北海道第 2 陣訴訟 
・札幌地判令 4・4・28 判例集未掲載 

 
＜当事者・請求内容＞ 

各事件の事実関係の詳細は異なるものの、

当事者の属性及び請求内容は類似する。こ

こでは神奈川第 1 陣訴訟を例に整理を行う。 
本訴訟を提起した原告当事者は、建築物

の建設、解体作業時にアスベストの粉じん

に暴露したことによって中皮腫や肺がん、

石綿肺等の石綿関連疾患に罹患した者、及

びその家族（相続人）である。アスベスト関

連疾患に罹患した者には、左官や解体工等

労基法上の労働者である者が含まれる一方

で、労基法上の労働者ではない一人親方や

零細事業者も含まれている点に事案として

の特徴がある。 
本訴訟を提起された被告当事者は国とア

スベストを含む製品の製造に関わったメー

カーである。 
国に対しては、国家賠償法に基づく損害

賠償が請求された（国賠法第 1 条第 1 項）。

その理由は、国が適切に規制権限を行使し

なかったこと、すなわち本法及び本法第 57
条に関しては、国がアスベストによる労働

者等の健康被害を防止･軽減するためにア

スベストに対する暴露を防止したり、警告

表示を事業主に義務づけたりするよう適切

な措置を講じなかったというものである。

本訴訟の争点は、建築基準法に関する規制

権限の不行使や一人親方等非労働者への賠

償責任の有無等多岐にわたるが、ここでは

最高裁判決が示した、本法第 55 条、第 57
条に関連する前記部分に限定して整理する。 

 
＜判旨＞ 
結論として、最高裁は国の規制権限不行

使について国賠法上の違法性を認めた。 
 
○規制権限不行使の違法性について 
「国又は公共団体の公務員による規制権

限の不行使は、その権限を定めた法令の趣

旨、目的や、その権限の性質等に照らし、具

体的事情の下において、その不行使が許容

される限度を逸脱して著しく合理性を欠く

と認められるときは、その不行使により被

害を受けた者との関係において、国家賠償

法 1 条 1 項の適用上違法となる」（最三小判

平 16・4・27 民集 58 巻 4 号 1032 頁等）。 
「安衛法は、職場における労働者の安全

と健康の確保等を目的として（1 条）、事業

者は、労働者の健康障害の防止等のために

必要な措置を講じなければならないものと

しているのであって（22 条等）、事業者が講

ずべき具体的措置を労働省令（平成 11 年法
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律第 160 号による改正後は厚生労働省令）

に委任している（27 条 1 項）。このように

安衛法が上記の具体的措置を省令に包括的

に委任した趣旨は、事業者が講ずべき措置

の内容が多岐にわたる専門的、技術的事項

であること、また、その内容をできる限り速

やかに技術の進歩や最新の医学的知見等に

適合したものに改正していくためには、こ

れを主務大臣に委ねるのが適当であるとさ

れたことによる」。 
「以上の安衛法の目的及び上記各規定の

趣旨に鑑みると、主務大臣の安衛法に基づ

く規制権限は、労働者の労働環境を整備し、

その生命、身体に対する危害を防止し、その

健康を確保することをその主要な目的とし

て、できる限り速やかに、技術の進歩や最新

の医学的知見等に適合したものに改正すべ

く、適時にかつ適切に行使されるべきもの

である」（前掲最判等参照）。 
安衛法第 57 条の「表示の記載方法につい

ても、上記と同様に、できる限り速やかに、

技術の進歩や最新の医学的知見等に適合し

たものとなるように指導監督すべきである。

このことは、本件掲示義務規定に基づく掲

示の記載方法に関する指導監督についても

同様である」。 
 

○非労働者に対する国賠法上の責任につい

て 
 法第 57 条は、「健康障害を生ずるおそれ

のある物についてこれらを表示することを

義務付けることによって、その物を取り扱

う者に健康障害が生ずることを防止しよう

とする趣旨のものと解されるのであって、

上記の物を取り扱う者に健康障害を生ずる

おそれがあることは、当該者が安衛法 2 条

2 号において定義された労働者に該当する

か否かによって変わるものではない。また、

安衛法 57 条は、これを取り扱う者に健康障

害を生ずるおそれがあるという物の危険性

に着目した規制であり、その物を取り扱う

ことにより危険にさらされる者が労働者に

限られないこと等を考慮すると、所定事項

の表示を義務付けることにより、その物を

取り扱う者であって労働者に該当しない者

も保護する趣旨のものと解するのが相当で

ある。なお、安衛法は、その 1 条において、

職場における労働者の安全と健康を確保す

ること等を目的として規定しており、安衛

法の主たる目的が労働者の保護にあること

は明らかであるが、同条は、快適な職場環境

…の形成を促進することをも目的に掲げて

いるのであるから、労働者に該当しない者

が、労働者と同じ場所で働き、健康障害を生

ずるおそれのある物を取り扱う場合に、安

衛法 57 条が労働者に該当しない者を当然

に保護の対象外としているとは解し難い」。

労働大臣の前記の「規制権限は、労働者を保

護するためのみならず、労働者に該当しな

い建設作業従事者を保護するためにも行使

されるべきものであった」。 
 
＜コメント＞ 
主務大臣の本法に基づく規制権限が本法

の目的を達成できるように適時にかつ適切

に行使されるべきことは過去の最判で確認

されていたが、その趣旨が本法第 57 条との

関係にも該当することを明示した点は、同

条の不断の見直しを改めて国に迫るもので

ある。この要請は、種類や管理方法等、化学

物質に関する情報が日々更新される実態に

合致する。 
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また、法第 57 条の保護範囲が非労働者に

及ぶと判断した点は、本法だけでなく、安衛

法と同じく労働者を対象として整備された

労基法等他の労働立法のあり方に問題提起

をした点で注目すべきである。重要な価値

である身体生命の要保護性は非労働者にも

当然認められること、本法が雇用の場だけ

でなく流通過程も規制の場とする法に展開

していること等からすれば、少なくとも国

が規制権限の不行使を理由とする国家賠償

を支払うべきか否かを判定するときに、違

法な取扱いを受けた者が労働者か非労働者

かで区別する必要は無い。 
本判決を受けて 2022 年（令和 4 年）1 月

31 日付けで「労働安全衛生規則等の一部を

改正する省令案要綱」対する労政審の答申

がなされ、「労働安全衛生規則等の一部を改

正する省令」（令和 4 年厚労省令第 82 号）

により、作業を請け負わせる一人親方等や、

同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対

しても、労働者と同等の保護が図られるよ

う、新たに一定の措置を実施することが事

業者に義務づけられた。 
 
1．6 その他 

1．6．1 罰則 
 本条に違反して、黄りんマッチ、ベンジジ

ン、ベンジジンを含有する製剤その他の労

働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令

で定めるものを、製造し、輸入し、譲渡し、

提供し、又は使用した者は、3 年以下の懲役

又は 300 万円以下の罰金に処せられる（労

安衛第 116 条）。 
この罰則については両罰規定の適用があ

る。法人の代表者又は法人若しくは人の代

理人、使用人その他の従業者が、その法人又

は人の業務に関して、これらの違反行為を

したときは、行為者を罰するほか、その法人

又は人に対しても、各本条の罰金刑を科す

る（法第 122 条）。 
 

1．6．2 民事上の効果 
本条に規定された製造等禁止物質はその

有害性が明確に認識されている化学物質で

ある。したがって、本条違反の事実は、本条

に違反した者がこの違反によって損害を被

った者から民事責任を追及された場合、こ

の責任を根拠付ける有力な事実として評価

される。 
例えば、本条が使用を禁止するベンジジ

ンを労働者に使用させて健康被害を発生さ

せた場合、ベンジジンの有毒性は本条によ

って十分予見可能であるから、試験研究の

ための使用の際に用いられるような適切な

防護措置を講じていない限り、安全配慮義

務（労契 5 条）違反を構成する有力な事実

になろう。これは当該化学物質が試験研究

のために製造、使用等を許可されていた場

合でも、当該化学物質の有害性は変わらな

いから、基本的に当てはまる。また、本条が

製造等を禁じる化学物質を用いる業務命令

は、一種の危険行為を命じるものとして、原

則としてこれを拒否しても債務不履行や企

業秩序侵害の責任を負わないと解すべきで

あろう。 
 

1．6．3 関連資料 
 なし。 
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2．第 56 条（製造の許可） 
2．1 条文 
第五十六条 ジクロルベンジジン、ジク

ロルベンジジンを含有する製剤その他の

労働者に重度の健康障害を生ずるおそれ

のある物で、政令で定めるものを製造し

ようとする者は、厚生労働省令で定める

ところにより、あらかじめ、厚生労働大

臣の許可を受けなければならない。 
２ 厚生労働大臣は、前項の許可の申請

があつた場合には、その申請を審査し、

製造設備、作業方法等が厚生労働大臣の

定める基準に適合していると認めるとき

でなければ、同項の許可をしてはならな

い。 
３ 第一項の許可を受けた者（以下「製

造者」という。）は、その製造設備を、前

項の基準に適合するように維持しなけれ

ばならない。 
４ 製造者は、第二項の基準に適合する

作業方法に従つて第一項の物を製造しな

ければならない。 
５ 厚生労働大臣は、製造者の製造設備

又は作業方法が第二項の基準に適合して

いないと認めるときは、当該基準に適合

するように製造設備を修理し、改造し、

若しくは移転し、又は当該基準に適合す

る作業方法に従つて第一項の物を製造す

べきことを命ずることができる。 
６ 厚生労働大臣は、製造者がこの法律

若しくはこれに基づく命令の規定又はこ

れらの規定に基づく処分に違反したとき

は、第一項の許可を取り消すことができ

る。 
 

2．2 趣旨と内容 
2．2．1 趣旨 

労働者に重度の健康障害を生ずるおそれ

のある有害物ではあるものの、ある製品の

製造や研究開発に不可欠・重要である等の

理由で、その製造や利用を認める必要のあ

る有害物もある。このような有害物につい

ては、法第 22 条に基づく健康障害防止措置

によって健康障害の発生の予防が目指され、

そのための製造設備の仕組みや有害物の管

理方法について特化則の中で具体化が図ら

れている。本法は、その遵守の徹底を図るた

め、製造者に製造設備の構造や作業方法の

決定等、有害物の利用に至る前段階で事前

に達成すべき基準を設けて厚生労働大臣の

審査による許可制とし、製造設備を許可基

準に適合するよう維持することを義務づけ

たものである。 
 

2．2．2 内容 
22．．22．．22．．11  製製造造許許可可制制のの対対象象物物
質質  

 本条第 1 項が許可制の対象とする物質は、

施行令別表第 3 第 1 号に掲げる特定化学物

質の第一類物質及び石綿分析用試料等であ

る（施行令第 17 条）。同別表は、特定化学

物質を第一類物質、第二類物質、第三類物質

の 3 種類に分けて規定している。第一類物

質及び第二類物質は微量でも有害な作用を

する点で共通する。第一類物質は、がん等の

慢性障害を引き起こす物質のうち、特に有

害性が高く、製造工程で特に厳重な管理（製

造許可）を必要とするものである。第二類物

質はがん等の慢性障害を引き起こす物質の

うち、第一類物質に該当しないものが分類

されており、さらに特定第二類物質、特別有
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機溶剤等、オーラミン等、管理第二類物質等

に細分類されている。第三類物質には、大量

漏洩した場合に有害作用のある物質が分類

されている。 
同別表第 3 第 1 号に掲げる第一類物質は

以下のとおりである。 
 
１ ジクロルベンジジン及びその塩 
２ アルフア－ナフチルアミン及びその

塩 
３ 塩素化ビフエニル（別名ＰＣＢ） 
４ オルト―トリジン及びその塩 
５ ジアニシジン及びその塩 
６ ベリリウム及びその化合物 
７ ベンゾトリクロリド 
８ １から６までに掲げる物をその重量

の一パーセントを超えて含有し、又は７

に掲げる物をその重量の〇・五パーセン

トを超えて含有する製剤その他の物（合

金にあつては、ベリリウムをその重量の

三パーセントを超えて含有するものに限

る。） 
 

 
32 加熱等により固体が蒸発して粒子化した
もので、酸化している場合が多く、粉塵、
煙霧、蒸気、揮発性粒子であって、球状か
結晶である場合が多い。ここでは窒素酸化
物、塩化水素。 
33 気体中に浮遊する微小な液体または固体
の粒子と周囲の気体の混合体を意味する
（日本エアロゾル学会WEB サイト
（https://www.jaast.jp/new/about_aerosol.
html：最終閲覧日 2022 年 10月 10 日）。 
34 ILO「ICSCデータベース」
（https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.

「ジクロルベンジジン」（ジクロロベンジ

ジン、第 1 号）は、灰色～紫色の結晶、褐

色針状結晶の形状をとり、加熱すると分解

し、有毒で腐食性のヒューム 32を生じる。

エアロゾル 33の吸入、経皮および経口摂取

により体内に入り、反復または長期の皮膚

への接触により、皮膚炎を引き起こしたり、

肝臓に影響を与えたりすることがあるほか、

発がん性を有する 34。  
「アルファ－ナフチルアミン」（α-ナフ

チルアミン、第 2 号） は、特徴的な臭気の

ある白色の結晶で、空気、光および水分に曝

露すると赤色になる特徴を持つ。体内への

吸収経路は、吸入、経皮および経口摂取であ

り、眼および皮膚を軽度に刺激するほか、 
血管に影響を与えることがある 35。 

「塩素化ビフエニル」（ポリ塩化ビフェニ

ル、PCB、第 3 号）は、淡い黄色の粘稠液

体であり、エアロゾルの吸入、経皮および経

口によって体内に摂取される。塩素座瘡（に

きび）の発症可能性、肝臓への影響のほか、

反復または長期の皮膚への接触により、皮

膚炎を引き起こすおそれがある 36。絶縁性

display?p_lang=ja&p_card_id=0481&p_ver
sion=2：最終閲覧日 2022 年 10 月 10
日）。 
35 ILO「ICSCデータベース」
（https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.
display?p_lang=ja&p_card_id=0518&p_ver
sion=2：最終閲覧日 2022 年 10 月 10
日）。 
36 ILO「ICSCデータベース」
（https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.
display?p_lang=ja&p_card_id=0939&p_ver
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に優れることから、トランス（変圧器）やコ

ンデンサーに使用された。「ポリ塩化ビフェ

ニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特

別措置法」に基づき、事業者に所定の時期ま

でに処分することが義務づけられている。 
「オルト―トリジン」（O-トリジン、第 4

号）は、無色の結晶、または赤色～茶色の薄

片といった外観を有し、燃焼すると分解し、 
窒素酸化物などの有毒なヒュームを生じる。

経皮･経口で摂取され、発がん性を有する 37。 
「ジアニシジン」（第 5 号）は、無色の結

晶であり、燃焼すると分解し、窒素酸化物な

どの有毒なヒュームを生じるほか、蒸気は

空気より重く、地面に沿って移動して、遠距

離発火の可能性も有する。吸入、経皮および

経口によって身体に取り込まれ、発がん性

を有する 38。 
「ベリリウム」（第 6 号）は、合金材料や、

電子管の製造などに使われる銀白色、灰色

の様々な形状の固体であり、強酸および強

塩基（酸と反応して塩を発生させる化合物）

と反応し、引火性/爆発性ガスを生じるほか、

 
sion=2：最終閲覧日 2022 年 10 月 10
日）。 
37 ILO「ICSCデータベース」
（https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.
display?p_lang=ja&p_card_id=0960&p_ver
sion=2：最終閲覧日 2022 年 10 月 10
日）。 
38 ILO「ICSCデータベース」
（https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.
display?p_lang=ja&p_card_id=1582&p_ver
sion=2：最終閲覧日 2022 年 10 月 10
日）。 
39 ILO「ICSCデータベース」

燃焼すると、有毒なヒューム（酸化ベリリウ

ムなど）を生成する。エアロゾルの吸入およ

び経口摂取により体内に吸収され、皮膚炎

や結膜炎、肺炎や気管支炎を引き起こすお

それがある。反復または長期の吸入や皮膚

接触による本物質からの繰り返しの刺激に

より、重度の肉芽腫性肺疾患（慢性ベリリウ

ム疾患）を生じることがある。発がん性を有

する 39。 
「ベンゾトリクロリド」（第 7 号）は、刺

激臭のある、無色～黄色、発煙性、油状液体

の物理的特徴を有する。加熱や酸および水

との接触により、分解し、塩化水素を含む、

有毒で腐食性のヒュームを生じる。吸入、経

皮および経口により身体に影響を与え、短

期暴露により皮膚および気道、眼を刺激し、

長期又は反覆暴露により肺、肝臓、腎臓及び

甲状腺に影響を与え、発がん性を有する 40。

ベンゾトリクロリドは、1975 年（昭和 50
年）に東京の化学工場従事者から肺がん患

者が発生していることを受けて実施された

実態調査、疫学調査の結果、ベンゾトリクロ

（https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.
display?p_lang=ja&p_card_id=0226&p_ver
sion=2：最終閲覧日 2022 年 10 月 10日
認）。環境・安全管理用語編集委員会編
『化学物質 環境・安全管理用語事典〔改
訂第 3 版〕』（化学工業日報社、2005 年
（平成 17 年））286 頁。 
40 ILO「ICSCデータベース」
（https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.
display?p_lang=ja&p_card_id=0105&p_ver
sion=2、最終閲覧日：2022 年 10 月 15
日）。 
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リドと肺がん発症との関係が認められたこ

とから、本条の製造許可対象の特定化学物

質等に追加された経緯がある 41 
 

22．．22．．22．．22  製製造造ししよよううととすするる者者  
本条の規制が及ぶ人的範囲は、「製造しよ

うとする者」である。この文言は文字通り製

造許可制の対象物質の製造者になる予定の

者を意味し、この物質の販売者は規制の対

象とならない。同様に、製造許可制の対象物

質で容器に入れられたもの、又は大型包装

されたものを他の製造業者から購入し、又

は輸入し、これを小型の容器に詰め替え、当

該容器に新たにその業者の証紙を貼付し荷

姿を整えるいわゆる小分けを行っても、本

条の製造には該当しない 42。 
 

22．．22．．22．．33  許許可可のの単単位位  
 本条第 1 項が「厚生労働省令」の定めに

より製造許可を受けるべきとする「厚生労

働省令」には特化則第 48 条が該当する。特

化則第 48 条は、本項の許可は、施行令別表

第 3 号第 1 号に掲げる製造許可制の対象物

質ごとに、かつ、当該物質を製造するプラン

トごとに行うものとする旨定めている。具

体的には、事業場において、二種類の許可制

対象物質を製造する場合には、それぞれに

ついて許可が必要になり、さらにこれらが

それぞれ二系列で製造される場合は、それ

ぞれの系列ごとに許可を受けなければなら

 
41 松尾幸夫主筆・片岡輝男・木村嘉勝編
『政策担当者が語る 労働衛生施策の歩
み』（労働調査会、2012 年（平成 24 年））
160-161 頁。 
42 労働調査会『労働安全衛生法の詳解〔改

ない（昭和 47 年 9 月 18 日基発第 591 号）。 
 

22．．22．．22．．44  許許可可のの申申請請手手続続とと基基
準準  

本条第 1 項が定める厚生労働大臣に対す

る製造許可の申請は、この許可を受けよう

とする者が、特化則様式第 5 号による申請

書（特定化学物質製造許可申請書）に生産計

画等や事業場の概要、製造施設等について

記載した特化則様式第 6 号による摘要書を

添えて、当該許可に係る物を製造する場所

を管轄する労働基準監督署長を経由して厚

生労働大臣に提出する方法で行われる（特

化則第 49 条第 1 項）。監督署や労働局で行

われるのは、申請書類が揃っているか否か

の点検程度である 43。この申請を受け取っ

た厚生労働大臣は、この申請を審査し、製造

設備、作業方法等が本条第 2 項に規定され

る「厚生労働大臣の定める基準」に適合した

判断したときは、許可を与える。厚生労働大

臣は、この許可をしたときは、申請者に対

し、特化則様式第 7 号による許可証（特定

化学物質製造許可証）を交付する（特化則第

49 条第 2 項）。この許可証の交付を受けた

者は、これを滅失し、又は損傷したときは、

特化則様式第 8 号による申請書（特定化学

物質製造許可証再交付・書替申請書）を本条

第 1 項の労働基準監督署長を経由して厚生

労働大臣に提出し、許可証の再交付を受け

なければならず（特化則第 49 条第 3 項）、

訂 5版〕－労働安全衛生法の逐条解説－』
（労働調査会出版局、2020 年（令和 2
年））659 頁。 
43 玉泉委員発言。 
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氏名（法人にあつては、その名称）を変更し

たときは、特化則様式第 8 号による申請書

を第 1 項の労働基準監督署長を経由して厚

生労働大臣に提出し、許可証の書替えを受

けなければならない（特化則第 49 条第 4
項）。 

法第 56 条第 1 項の製造の許可を受けた

者がその工程について、設備等の一部を変

更しようとする場合(主要構造部分につい

て変更しようとする場合を除く。)又は作業

方法を変更しようとする場合には、あらか

じめ、（イ）変更の目的、（ロ）変更しようと

する機械等又は作業方法、（ハ）変更後の構

造又は作業方法、を記載した書面を許可申

請書を提出した労働基準監督署長に提出し

なければならない。また、前述の許可を受け

た者が、製造工程を変更しようとする場合、

許可物質の生産量を増加しようとする場合

等においては再び同項の許可を受けなけれ

ばならない。前述の許可を受けた者が、設備

等の主要構造部分を変更しようとする場合

には、法第 88 条第 1 項の規定（厚生労働省

令で定める危険有害作業等を伴う機械等の

設置、移転、主要構造部分の変更につき監督

署長に届け出るべき旨の定め）に基づく特

化則第 52 条の特定化学設備等設置届を提

出しなければならない（昭和 47 年 9 月 18
日基発第 591 号）。 

厚生労働大臣が、製造許可申請を審査す

るときに用いる本条第 2 項に規定される

「厚生労働大臣の定める基準」は、特化則に

おいて規制対象とする物質と製造目的に着

目して区別して規定されている。 
 

2．2．2．4．1 ジクロル

ベンジジン等の製造 
まず、特化則第 50 条第 1 項は、施行令別

表第 3 第 1 号 1 から 5 まで及び 7 に掲げる

物並びに同号 8 に掲げる物で同号 1 から 5
まで及び 7 に係るもの（以下、「ジクロルベ

ンジジン等」という。すなわち、ベリリウム

及びその化合物以外のものを意味する）の

製造（試験研究のためのジクロルベンジジ

ン等の製造を除く。）に関する基準について

次のように規定する。なお、本項は工場でジ

クロルベンジジン等を製造する際に関する

定めであり、試験研究機関で製造しようと

する場合については別に定めが置かれてい

る（⇒2．2．2．4．3）。 
 
【特化則第 50 条第 1 項】 
一 ジクロルベンジジン等を製造する設

備を設置し、又はその製造するジクロル

ベンジジン等を取り扱う作業場所は、そ

れ以外の作業場所と隔離し、かつ、その

場所の床及び壁は、不浸透性の材料で造

ること。 
二 ジクロルベンジジン等を製造する設

備は、密閉式の構造のものとし、原材料

その他の物の送給、移送又は運搬は、当

該作業を行う労働者の身体に当該物が直

接接触しない方法により行うこと。 
三 反応槽については、発熱反応又は加

熱を伴う反応により、攪拌機等のグラン

ド部からガス又は蒸気が漏えいしないよ

うガスケット等により接合部を密接さ

せ、かつ、異常反応により原材料、反応

物等が溢出しないようコンデンサーに十

分な冷却水を通しておくこと。 
四 ふるい分け機又は真空ろ過機で、そ

の稼動中その内部を点検する必要がある
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ものについては、その覆いは、密閉の状

態で内部を観察できる構造のものとし、

必要がある場合以外は当該覆いが開放で

きないようにするための施錠等を設ける

こと 44。 
五 ジクロルベンジジン等を労働者に取

り扱わせるときは、隔離室での遠隔操作

によること。ただし、粉状のジクロルベ

ンジジン等を湿潤な状態にして取り扱わ

せるときは、この限りでない。 
六 ジクロルベンジジン等を計量し、容

器に入れ、又は袋詰めする作業を行う場

合において、前号に定めるところによる

ことが著しく困難であるときは、当該作

業を作業中の労働者の身体に当該物が直

接接触しない方法により行い、かつ、当

該作業を行う場所に囲い式フードの局所

排気装置又はプッシュプル型換気装置を

設けること 45。 
七 前号の局所排気装置については、次

に定めるところによること。 
イ フードは、ジクロルベンジジン等の

 
44 この定めは、許可物質の製造工程におい
て、許可物質の発散が多いふるい分け機又
は真空ろ過機について設ける覆いの構造に
ついて規定したものであり、同号の「内部
を観察できる構造」とは、当該装置の覆い
の一部をガラス又は透明なプラスチックを
もって造り、当該場所から内部を観察でき
るような構造をいうこと。また、同号の施
錠等の「等」には、当該装置の覆いを緊結
すること等をいう（昭和 47 年 9 月 18日
基発第 591 号）。 
45 この定めは、許可物質を製造する事業場
において、製品を容器詰めする作業等、許

ガス、蒸気又は粉じんの発散源ごとに設

けること。 
ロ ダクトは、長さができるだけ短く、

ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、

適当な箇所に掃除口が設けられている等

掃除しやすい構造とすること。 
ハ ジクロルベンジジン等の粉じんを含

有する気体を排出する局所排気装置にあ

つては、第九条第一項の表の上欄に掲げ

る粉じんの粒径に応じ、同表の下欄に掲

げるいずれかの除じん方式による除じん

装置又はこれらと同等以上の性能を有す

る除じん装置を設けること。この場合に

おいて、当該除じん装置には、必要に応

じ、粒径の大きい粉じんを除去するため

の前置き除じん装置を設けること。 
ニ ハの除じん装置を付設する局所排気

装置のファンは、除じんをした後の空気

が通る位置に設けること。ただし、吸引

された粉じんによる爆発のおそれがな

く、かつ、ハの除じん装置を付設する局

所排気装置のファンの腐食のおそれがな

可物質を取り扱う場合で、湿潤な状態のも
のとし又は隔離室での遠隔操作によること
が著しく困難である場合の措置について規
定したものである。「湿潤な状態」とは、
当該物質をスラリー（液体中に鉱物、汚泥
などの固体粒子が混ざっている流動体のこ
と。泥漿（でいしょう）ともいう）化年度
などのしたもの又は溶媒に溶解させたもの
を意味し、「粉状のもの」とは、当該物質
をスラリー化したもの又は溶媒に溶解させ
たもの以外のものを意味する（昭和 47年
9 月 18 日基発第 591号）。 
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いときは、この限りでない。 
ホ 排気口は、屋外に設けること。 
ヘ 厚生労働大臣が定める性能を有する

ものとすること。 
八 第六号のプッシュプル型換気装置に

ついては、次に定めるところによること。 
イ ダクトは、長さができるだけ短く、

ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、

適当な箇所に掃除口が設けられている等

掃除しやすい構造とすること。 
ロ ジクロルベンジジン等の粉じんを含

有する気体を排出するプッシュプル型換

気装置にあっては、第九条第一項の表の

上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ、同表

の下欄に掲げるいずれかの除じん方式に

よる除じん装置又はこれらと同等以上の

性能を有する除じん装置を設けること。

この場合において、当該除じん装置には、

必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去

するための前置き除じん装置を設けるこ

と。 
ハ ロの除じん装置を付設するプッシュ

プル型換気装置のファンは、除じんをし

た後の空気が通る位置に設けること。た

だし、吸引された粉じんによる爆発のお

それがなく、かつ、ロの除じん装置を付

設するプッシュプル型換気装置のファン

の腐食のおそれがないときは、この限り

でない。 
ニ 排気口は、屋外に設けること。 
ホ 厚生労働大臣が定める要件を具備す

るものとすること。 

 
46 この定めは、製造設備からサンプリング
する場合の措置について規定したものであ
る。サンプリングは、所定位置において、

九 ジクロルベンジジン等の粉じんを含

有する気体を排出する製造設備の排気筒

には、第七号ハ又は前号ロの除じん装置

を設けること。 
十 第六号の局所排気装置及びプッシュ

プル型換気装置は、ジクロルベンジジン

等に係る作業が行われている間、厚生労

働大臣が定める要件を満たすように稼動

させること。 
十一 第七号ハ、第八号ロ及び第九号の

除じん装置は、ジクロルベンジジン等に

係る作業が行われている間、有効に稼動

させること。 
十二 ジクロルベンジジン等を製造する

設備からの排液で、第十一条第一項の表

の上欄に掲げる物を含有するものについ

ては、同表の下欄に掲げるいずれかの処

理方式による排液処理装置又はこれらと

同等以上の性能を有する排液処理装置を

設け、当該装置を有効に稼動させること

46。 
十三 ジクロルベンジジン等を製造し、

又は取り扱う作業に関する次の事項につ

いて、ジクロルベンジジン等の漏えい及

び労働者の汚染を防止するため必要な作

業規程を定め、これにより作業を行うこ

と。 
イ バルブ、コック等（ジクロルベンジ

ジン等を製造し、又は取り扱う設備に原

材料を送給するとき、及び当該設備から

製品等を取り出すときに使用されるもの

に限る。）の操作 

できるだけ風上に位置し、あらかじめ定め
られた量以上は採取してはならない（昭和
47 年 9 月 18日基発第 591 号）。 
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ロ 冷却装置、加熱装置、攪拌 装置及び

圧縮装置の操作 
ハ 計測装置及び制御装置の監視及び調

整 
ニ 安全弁、緊急しや断装置その他の安

全装置及び自動警報装置の調整 
ホ ふた板、フランジ、バルブ、コック等

の接合部におけるジクロルベンジジン等

の漏えいの有無の点検 
ヘ 試料の採取及びそれに用いる器具の

処理 
ト 異常な事態が発生した場合における

応急の措置 
チ 保護具の装着、点検、保管及び手入

れ 
リ その他ジクロルベンジジン等の漏え

いを防止するため必要な措置 
十四 ジクロルベンジジン等を製造する

設備から試料を採取するときは、次に定

めるところによること。 
イ 試料の採取に用いる容器等は、専用

のものとすること。 
ロ 試料の採取は、あらかじめ指定され

た箇所において、試料が飛散しないよう

に行うこと。 
ハ 試料の採取に用いた容器等は、温水

で十分洗浄した後、定められた場所に保

管しておくこと。 
十五 ジクロルベンジジン等を取り扱う

作業に労働者を従事させるときは、当該

労働者に作業衣並びに不浸透性の保護手

袋及び保護長靴を着用させること。 
 

 
47 労働調査会『労働安全衛生法の詳解〔改
訂 5版〕－労働安全衛生法の逐条解説－』

第 1 号で求められている作業場所からの

隔離は、許可物質の製造に係る作業が行わ

れている作業場所とそれ以外の作業場所と

の建屋が別棟であるか、又は隔壁をもって

区画されていることを意味する（昭和 47 年

9 月 18 日基発第 591 号）。 
第 2 号で要請される「原材料その他の物

の送給、移送又は運搬」については、これら

の作業を各装置間の落差又はポンプ等によ

り配管で行うなど、スクリューフィダー又

はバケットコンベヤ等を用いて機械的に行

わなければならない（昭和 47 年 9 月 18 日

基発第 591 号）。原材料の投入や反応生成物

を取り出す作業が人力で行われる場合はそ

の暴露が避けられないので、こうしたプロ

セスは機械化されるべきである 47。 
上記通達に規定されている「スクリュー

フィダー」（スクリューフィーダー）とは、

粉粒体原料をパイプ内に装着された螺旋型

のスクリューを回転させることで送り出す

原料搬送の仕組みである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（労働調査会出版局、2020 年（令和 2
年））660頁。 
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【スクリューフィダーの例】 

 
（株式会社セイワ技研 WEB サイト

（ https://www.jyuuten-ki.com/screw.html
最終閲覧日 2022 年 10 月 10 日）） 
 
同じく上記通達に規定されている「バケ

ットコンベヤ」は、バケツ（バケット）をチ

ェーンやベルトに取り付け、そのバケツの

中に運搬物を投入し、チェーンやベルトを

動作させることで運搬するコンベアである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【バケットコンベヤの例】 

 
（ 株 式 会 社 イ シ ダ WEB サ イ ト

（ https://www.ishida.co.jp/ww/jp/product
s/conveying/productfeeding/bucket-
conveyor.cfm：最終閲覧日 2022 年 10 月 10
日） 

 
第 3 号に規定されている「反応槽」とは、

化学物質の製造過程において、微生物によ

る有機物の分解等様々な方法を用いて、化

学反応を生じさせるタンクを意味する。下

水処理施設で用いられるものがよく知られ

る。 
【反応槽の例】 

 
（整水工業株式会社 WEB サイト

（https://www.seisui.co.jp/example/draina
ge/entry-112.html：最終閲覧日 2022 年 10
月 10 日）） 
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「攪拌機」は、2 種類以上の物質をかき混

ぜ、混合状態にする機械である。 
 
【攪拌機の例】 

 
（株式会社井上製作所 WEB サイト

（https://www.inouemfg.com/kakuhanki/：
最終閲覧日 2022 年 10 月 10 日）） 

 
「グランド」は、バルブやポンプなどの回

転・往復する軸の周りにグランドパッキン

等を詰め込んでこれを締め付けるものを意

味する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【グランドパッキンの例】 

 

（日本ピラー工業株式会社 WEB サイト

（ https://www.pillar.jp/know/gland_packi
ngs：最終閲覧日 2022 年 10 月 10 日）） 
 
【グランド（Gland、パッキン押さえ）の例】 

 
（下関パッキング株式会社 WEB サイト

（ http://www.shimopa.co.jp/product/glan
d/000.html：最終閲覧日 2022 年 10 月 10
日）） 

 
「ガスケット」とは、部品や配管など、静

止している場所の接続部分の密閉に使用さ

れるシールの一種である。ガスケットを接

続部の間に挟んでボルト等で固定し、接続
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部の隙間を塞ぐことで内部を通る流体の漏

出や異物混入を防止する役割を担う。例え

ば、1 つめの図のようなフランジ用ガスケ

ットを、2 つめの図のように接続部の間に

挟んで固定して利用する。 
 
【ガスケットの例】 

 

 

（日東金属工業株式会社 WEB サイト

（ https://www.nitto-
kinzoku.jp/archives/glossary/gasket/：最終

閲覧日 2022 年 10 月 10 日）） 
 
「コンデンサー」とは、凝縮器や冷却器と

も呼ばれ、蒸気や凝縮したガスを冷却して

液化する装置を意味する。エアコンの室外

機などにも用いられる。 
 
 
 
 
 

【コンデンサーの例】 

 

 
（株式会社前川製作所技術研究所 WEB サ

イ ト

（ http://rdc.mayekawa.co.jp/refrige/no17.
shtml、最終閲覧日：2022 年 10 月 10 日）） 

 
第 4 号の「ふるい分け機」とは、固体の

粒子をサイズに応じて分類医する機械を意

味する。スクリーン、ふるい機ともいい、振

動によりふるい分けるもの、回転によりふ

るい分けるものがある。 
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【振動式ふるい分け機（上）、回転式ふるい

分け機（下）の例】 

 

 

（ユーラステクノ株式会社 WEB サイト

（ https://www.uras-
techno.co.jp/products/classifiers_screeners
/：最終閲覧日 2022 年 10 月 10 日）） 

 
「真空ろ過機」は、ろ材の排出側を減圧し

て上流側からの大気圧で加圧ろ過を行う方

法を用いてろ過を行う機械をいう。 
 
【真空ろ過器の例】 

 

（月島マシンセールス株式会社 WEB サ

イ ト （ https://premium.ipros.jp/tstm-
g/product/detail/265399008/：最終閲覧日

2022 年 10 月 10 日）） 
 
第 6 号「囲い式フードの局所排気装置」

は、有害物の発生源の近くに空気の吸込み

口を設けて常に吸引する気流を作り、有害

物がまわりに拡散しないようにして作業者

が汚染された気流に暴露されないようにす

る装置（局所排気装置）のうち、作業に必要

な前面のみに開口がありその他の部分は囲

まれている形状のものをいう。 
 
【局所排気装置の例】 

（研究実験施設・環境安全教育協会 WEB サ
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イ ト

（ https://rehse2007.com/hoodya_sample/
1-1.html：最終閲覧日 2022年 10月 10日）） 

 
 第 6 号等に規定される「プッシュプル型

換気装置」とは、一様な捕捉気流（ヒューム

の発散源またはその付近を通り吸込み側フ

ードに向かう気流であって、捕捉面での気

流の方向及び風速が一様であるもの）を形

成させ、当該気流によって発散源から発散

するヒュームを捕捉し、吸込み側フードに

取り込んで排出する装置である。天井、壁及

び床が密閉されているブースを有する密閉

式プッシュプル型換気装置と、それ以外の

開放式プッシュプル型換気装置がある 48。 
 
【プッシュブル型換気装置の例】 

 
48 厚労省「（2）プッシュプル型換気装置」
（https://www.mhlw.go.jp/new-
info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/060

 

（ 厚 労 省 WEB サ イ ト

（ https://www.mhlw.go.jp/new-
info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/060
2-1_006.pdf：最終閲覧日 2022 年 10 月 10
日）） 
 
第 7 号に規定されている「ベンド」（継手）

とは、管軸の方向を曲げて接続する部品を

意味する。 
 
【ベンドの例】 

 
ア ビ ト ッ プ 株 式 会 社 WEB サ イ ト

（ https://www.avitop.co.jp/faq/faq002/ ：

2-1_006.pdf：最終閲覧日：2022 年 10 月
10日）。 
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最終閲覧日 2022 年 10 月 10 日）） 
 
本条の基準は、製造設備および作業方法

について規定したものであり、本条の基準

に適合していないと認められるときは、法

第 56 条第 5 項の適合命令がなされ、これを

受けて基準に適合させる必要がある（昭和

47 年 9 月 18 日基発第 591 号）。 
 

2．2．2．4．2 ベリリウ
ム等の製造 

ベリリウム等の製造（試験研究のための

ベリリウム等の製造を除く。）については、

特化則第 50 条の 2 第 1 項において次のよ

うに規定されている。 
 
一 ベリリウム等を焼結し、又は煆焼（か

しょう）する設備（水酸化ベリリウムか

ら高純度酸化ベリリウムを製造する工程

における設備を除く。次号において同

じ。）は他の作業場所と隔離された 49屋内

の場所に設置し、かつ、当該設備を設置

した場所に局所排気装置又はプッシュプ

ル型換気装置を設けること。 
二 ベリリウム等を製造する設備（ベ

リリウム等を焼結し、又は煆焼（かしょ

う）する設備、アーク炉等により溶融し

たベリリウム等からベリリウム合金を製

造する工程における設備及び水酸化ベリ

リウムから高純度酸化ベリリウムを製造

する工程における設備を除く。）は、密閉

式の構造のものとし、又は上方、下方及

 
49 ベリリウム等を焼結し、又は煆焼する設
備を設置する作業場所とそれ以外の作業場
所とが別の建屋であるか、又は隔壁をもっ

び側方に覆い等を設けたものとするこ

と。 
三 前号の規定により密閉式の構造と

し、又は上方、下方及び側方に覆い等を

設けたベリリウム等を製造する設備で、

その稼動中内部を点検する必要があるも

のについては、その設備又は覆い等は、

密閉の状態又は上方、下方及び側方が覆

われた状態で内部を観察できるようにす

ること。その設備の外板等又は覆い等に

は必要がある場合以外は開放できないよ

うにするための施錠等を設けること。 
四 ベリリウム等を製造し、又は取り

扱う作業場の床及び壁は、不浸透性の材

料で造ること。 
五 アーク炉等により溶融したベリリ

ウム等からベリリウム合金を製造する工

程において次の作業を行う場所に、局所

排気装置又はプッシュプル型換気装置を

設けること。 
イ アーク炉上等において行う作業 
ロ アーク炉等からの湯出しの作業 
ハ 溶融したベリリウム等のガス抜き

の作業 
ニ 溶融したベリリウム等から浮渣を

除去する作業 
ホ 溶融したベリリウム等の鋳込の作

業 
六 アーク炉については、電極を挿入

する部分の間隙を小さくするため、サン

ドシール等を使用すること。 
七 水酸化ベリリウムから高純度酸化

て全面的に区画することを意味する（昭和
50 年 10月 1日基発 573 号）。 
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ベリリウムを製造する工程における設備

50については、次に定めるところによる

こと。 
イ 熱分解炉は、他の作業場所と隔離

された屋内の場所に設置すること。 
ロ その他の設備は、密閉式の構造の

ものとし、上方、下方及び側方に覆い等

を設けたものとし、又はふたをすること

ができる形のものとすること。 
八 焼結、煆焼（かしょう）等を行つた

ベリリウム等は、吸引することにより匣

鉢（さや）から取り出すこと。 
九 焼結、煆焼（かしょう）等に使用し

た匣鉢（さや）の破砕は他の作業場所と

隔離された屋内の場所で行い、かつ、当

該破砕を行う場所に局所排気装置又はプ

ッシュプル型換気装置を設けること。 
十 ベリリウム等の送給、移送又は運

搬は、当該作業を行う労働者の身体にベ

リリウム等が直接接触しない方法により

行うこと。 
十一 粉状のベリリウム等を労働者に

取り扱わせるとき（送給し、移送し、又は

運搬するときを除く。）は、隔離室での遠

隔操作によること。 
十二 粉状のベリリウム等を計量し、

容器に入れ、容器から取り出し、又は袋

詰めする作業を行う場合において、前号

に定めるところによることが著しく困難

であるときは、当該作業を行う労働者の

身体にベリリウム等が直接接触しない方

法により行い、かつ、当該作業を行う場

所に囲い式フードの局所排気装置又はプ

 
50 この設備については、当該設備にふたを
することができる形のものでもよいとされ

ッシュプル型換気装置を設けること。 
十三 ベリリウム等を製造し、又は取

り扱う作業に関する次の事項について、

ベリリウム等の粉じんの発散及び労働者

の汚染を防止するために必要な作業規程

を定め、これにより作業を行うこと。 
イ 容器へのベリリウム等の出し入れ 
ロ ベリリウム等を入れてある容器の

運搬 
ハ ベリリウム等の空気輸送装置の点

検 
ニ ろ過集じん方式の集じん装置（ろ

過除じん方式の除じん装置を含む。）のろ

材の取替え 
ホ 試料の採取及びそれに用いる器具

の処理 
ヘ 異常な事態が発生した場合におけ

る応急の措置 
ト 保護具の装着、点検、保管及び手

入れ 
チ その他ベリリウム等の粉じんの発

散を防止するために必要な措置 
十四 ベリリウム等を取り扱う作業に労

働者を従事させるときは、当該労働者に

作業衣及び保護手袋（湿潤な状態のベリ

リウム等を取り扱う作業に従事する労働

者に着用させる保護手袋にあつては、不

浸透性のもの）を着用させること。 
 
第 2 号の「アーク炉」とは、電気炉の一

種で、電極の間や、電極と加熱対象の物質と

の間に電気アークを発生させて、そこから

発生する熱を用いて加熱対象の物質を加熱

る（昭和 50 年 10 月 1 日基発 573 号）。 
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する仕組みをもつ炉を意味する。「アーク」

とは、二つの電極間での放電によって生じ

たプラズマの一種で、電気コードがショー

ト（アーク放電）したときに発生する光もそ

の一種である。 
 
【アーク炉の例】 

 

（ 大 同 特 殊 鋼 WEB サ イ ト

（https://www.daido.co.jp/products/machi
nery/melt/index.html：最終閲覧日 2022 年

10 月 10 日）） 
 

また、「覆い等」は、本号のベリリウム等

を製造する設備を包み込めるような天幕等

を意味する（昭和 50 年 10 月 1 日基発 573
号）。第 3 号の「内部を観察できる」状態と

は、当該装置の覆いの一部をガラス又は透

明なプラスチックで造り当該場所から内部

を観察できることを意味する（昭和 50年 10
月 1 日基発 573 号）。同号の「施錠等」の

「等」には、当該装置の覆いを緊結すること

が含まれる（昭和 50 年 10 月 1 日基発 573
号）。 
第 5 号のイからホまでの作業場所に設け

る「局所排気装置」にとして行政解釈（昭和

50 年 10 月 1 日基発 573 号）では以下の図

のような例が示されている。 
 

 

 
 

また第 5 号ニに規定される「浮渣」（ふさ）

とは、「スカム」、「浮上泥」とも呼ばれ、水

中の細かい粒子が気泡によって浮上したも

のをいう。沈殿池などの水面で見られる泡

のような泥のようなものがその一例である。 
第 5 号ホに規定される「鋳込」とは、溶

かした金属を鋳型に流し込んで鋳物を作る

作業をいう。 
第 6 号の「サンドシール」とは、砂を用

いて隙間を埋め、断熱する仕組みを意味す

る。例えば次の図（昭和 50 年 10 月 1 日基

発 573 号）のように電極の周囲の隙間に詰

めて用いられる。2 つ目図にある電気炉で

は、釜本体と台車の隙間に珪砂のサンドシ

ールが用いられている。 
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【サンドシールの例】 

 

 
 
【サンドシールを用いた電気炉の例】 

 

（東京陶芸器材株式会社 WEB サイト

（https://www.tokyotougei.co.jp/ty-s：最終

閲覧日 2022 年 10 月 10 日）》 
 

第 8 号、第 9 号に規定される「焼結」は、

粉末や粉末を圧縮成形した圧粉体を、融点

以下の温度で加熱し、緻密化させること、

 
51 『大辞林』（三省堂、第 3 版、2006 年

「煆焼」は、ある物質を強く熱して脱水・分

解などを起こさせ、揮発成分を除くことを

意味する。 
「匣鉢（さや）」は、陶磁器を焼くとき、

保護のために素地（きじ）を入れる耐火粘土

製の容器である 51。 
 
【匣鉢の例】 

（余語匣鉢株式会社 WEB サイト

（ https://www.yogo-
saga.co.jp/%E8%A3%BD%E5%93%81%E
7%B4%B9%E4%BB%8B/%E5%8C%A3%
E9%89%A2-%E7%AE%B1%E3%82%B5
%E3%83%A4/ ：最終閲覧日 2022 年 10 月

10 日）） 
 
また、第 8 号の「吸引することにより匣

鉢から取り出す」例としては次の図のよう

なものがある（昭和 50 年 10 月 1 日基発

573 号）。 

（平成 18年））。 
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また、ジクロロベンジジン等に関する前

掲の特化則第 50 条第 1 項第 7 号から第 12
号まで及び第 14 号の規定は、本条第 1 項の

ベリリウム等の製造に関する法第 56条第 2
項の厚生労働大臣の定める基準について準

用する（特化則第 50 条の 2 第 2 項）。 
 

2．2．2．4．3 試験研究
のための製造許可 

試験研究を目的としてジクロルベンジジ

ン等、ベリリウム等を製造する場合につい

ては、次の基準を満たさなければならない

（特化則第 50 条第 2 項、第 50 条の 2 第 3
項）。一般的な製造等の審査基準より緩和さ

れた基準となっている。 
 
【特化則第 50 条第 2 項】 

一 ジクロルベンジジン等を製造する

設備は、密閉式の構造のものとすること。

ただし、密閉式の構造とすることが作業

の性質上著しく困難である場合におい

て、ドラフトチエンバー内部に当該設備

を設けるときは、この限りでない。 
二 ジクロルベンジジン等を製造する

装置を設置する場所の床は、水洗によつ

て容易に掃除できる構造のものとするこ

と。 
三 ジクロルベンジジン等を製造する

者は、ジクロルベンジジン等による健康

障害の予防について、必要な知識を有す

る者であること。 
四 ジクロルベンジジン等を製造する

者は、不浸透性の保護前掛及び保護手袋

を使用すること。 
 

2．2．2．4．4 製造設備・
作業方法を基準に適合す
るよう維持する義務 

許可基準を満たして許可を受けたとして

も、その許可基準を満たしている状態が実

現され、維持されなければ本条の趣旨を実

現することができない。そこで本条第 3 項

は、本条第 1 項の許可を受けた者（製造者。

前述の通り、譲渡者等は含まれない）に対し

て、その製造設備を、本条第 2 項の許可基

準に適合するように維持する義務を課して

いる。また本条第 4 項は、製造者が実際に

第 1 項の物を製造するにあたっても、本条

第 2 項の基準に適合する作業方法を用いる

ことを義務づける。 
 

2．2．2．4．5 行政によ
る命令・許可の取消 

本条第 3 項及び第 4 項の義務の実効性を

確保する役割を担う制度の一つが、本条第

5 項の厚生労働大臣による命令である。す

なわち、厚生労働大臣は、製造者の製造設備

又は作業方法が本条第 2 項の基準に適合し

ていないと認めるときは、当該基準に適合

するように製造設備を修理し、改造し、若し

くは移転し、又は当該基準に適合する作業
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方法に従って本条第 1 項の物を製造すべき

ことを命ずることができる。この命令に従

わない場合については、後述する罰則の適

用がある（法第 119 条第 2 号）。 
また、厚生労働大臣は、製造者がこの法律

若しくはこれに基づく命令の規定又はこれ

らの規定に基づく処分に違反したときは、

本条第 1 項の許可を取り消すことを認めら

れている（本条第 6 項）。 
 

22．．22．．22．．55  手手数数料料  
本条第 1 項の許可を得ようとする場合は、

政令に定めるところにより国に対して手数

料を支払わなければならない（法第 112 条

第 1 項第 8 号）。この政令である労働安全衛

生法関係手数料令第 1 条第 4 号は、この許

可の申請 1 件につき 19 万 7600 円、電子情

報処理組織（申請者のコンピュータと被申

請者のコンピュータを回線で接続したもの）

を使用する場合にあっては 19 万 7000 円を

支払うものとする。 
 

2．3 関連規定 
2．3．1 法条 

本条が規律する製造許可物質は、安衛法

内では、ラベル表示義務（法第 57 条）や SDS
交付義務（法第 57 条の 2）の対象とされる

ほか、その製造や取扱いについて作業主任

者の選任を要し（法第 14 条）、その危険性

について雇入時の安全衛生教育において教

育されるべきことになっている（法第 59 条、

安衛則第 35 条第 1 号）。 
本条の適用の詳細は、特化則に規定され

ている。製造の許可の単位（特化則第 48 条。

物ごとに、当該物を製造するプラントごと

に行われる）や許可を受けるための手続（特

化則第 49 条。様式第 5 号による申請書に摘

要書（様式第 6 号）を添えて、当該許可に

係る物を製造する場所を管轄する労働基準

監督署長を経由して厚生労働大臣に提出す

ること等）、製造許可の基準（特化則第 50
条、特化則第 50 条の 2。化学物質に係る作

業場所の隔離や化学物質の漏洩防止等）等

である。 
本条と同様に、化学物質の製造等に関す

る許可制度を定める法律として化審法があ

る。化審法は、人の健康を損なうおそれ又は

動植物の生息・生育に支障を及ぼすおそれ

がある化学物質による環境の汚染を防止す

るという観点から、難分解性、高蓄積性及び

人又は高次捕食動物への長期毒性を有する

化学物質を第一種特定化学物質として政令

で指定し、使用制限や政令指定製品の輸入

制限のほか、製造又は輸入に関する許可制

度を定めている。 
 

2．4．沿革 
2．4．1 制度史 

安

衛

法 

労基法及び旧安衛則において、本

条に相当する規定は存在しなかっ

た。 
 
○労働安全衛生法（昭和 47 年（1972
年）） 
 本条は、本法制定時に規定され、

その後大きな改正を受けていない

（平成 11 年 12 月 22 日法律第 160
号により労働大臣、労働省令の名称

を現行のものに修正）。 
 

2．4．2 背景になった災害等 
 特になし。 
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2．5 運用 

2．5．1 監督状況・適用の実際 
本条が適用される場面は限定されており、

本条違反が争点となる例は今日あまり見ら

れない。また、本条違反に絞って監督を行う

こともほとんどない 52。『労働基準監督年報

〔2020 年（令和 2 年）〕』によると、2020 年

（令和 2 年）の法第 55 条及び同第 56 条を

合わせた違反状況は 4 件である。 
 

2．5．2 関連判例 
 なし。 
 
2．6 その他 

2．6．1 罰則 
本条第 1 項の規定に違反して厚生労働大

臣の許可を得ずに有害物を製造した者は、1
年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処

せられる（法第 117 条）。 
厚生労働大臣の許可を得て有害物を製造

する者が、本条第 3 項、第 4 項の規定に違

反した場合には、6 ヶ月以下の懲役又は 50
万円以下の罰金に処せられる（法第 119 条

第 1 号）。 
厚生労働大臣の許可を受けて有害物を製

造する者が、本条第 5 項に基づいて厚生労

働大臣により発出される命令に従わない場

合には、6 ヶ月以下の懲役又は 50 万円以下

の罰金に処せられる（法第 119 条第 2 号）。 
これらの罰則については両罰規定の適用

がある。法人の代表者又は法人若しくは人

の代理人、使用人その他の従業者が、その法

人又は人の業務に関して、これらの違反行

 
52 玉泉委員発言。 

為をしたときは、行為者を罰するほか、その

法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を

科する（法第 122 条）。 
 

2．6．2 民事上の効力 
 本条は、本条に違反した者がこの違反に

よって他人に損害を発生させた場合、その

損害について民事責任を負うことを明示し

てはいない。しかし、本条が製造許可制の対

象とする化学物質はそもそも「労働者に重

度の健康障害を生ずるおそれのある物」で

あり、このような危険性を有するにもかか

わらず、厚生労働大臣の許可を受け（本条第

2 項）、この許可基準を満たした製造設備を

維持すること（本条第 3 項）を条件に、初

めてその製造が認められるという仕組みに

なっている。この構造をふまえれば、本条が

製造許可制の対象とする化学物質を事業者

が製造する過程で労働者に健康被害等の損

害を与えた場合、この製造について厚生労

働大臣の許可を受けていない事実や、許可

は得たものの製造設備が許可基準に適合す

るよう維持されていなかった事実がある場

合には、これらの事実は、右労働者の損害の

発生について事業者に故意又は過失があっ

たことを根拠づける事実として評価される

と考えられる。また、本条第 2 項や本条第

3 項の条件を満たさずに、本条の製造許可

対象物質の製造を命じられた労働者は、危

険行為を命じられたものとして、この就労

を拒否することができると解される。 
  

－1325－



  分担研究報告書（長谷川 聡） 

40 
 

2．6．3 資料 
 特になし。 
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3．第 57 条（表示等） 

3．1 条文 
第五十七条 爆発性の物、発火性の物、

引火性の物その他の労働者に危険を生ず

るおそれのある物若しくはベンゼン、ベ

ンゼンを含有する製剤その他の労働者に

健康障害を生ずるおそれのある物で政令

で定めるもの又は前条第一項の物を容器

に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供

する者は、厚生労働省令で定めるところ

により、その容器又は包装（容器に入れ、

かつ、包装して、譲渡し、又は提供すると

きにあつては、その容器）に次に掲げる

ものを表示しなければならない。ただし、

その容器又は包装のうち、主として一般

消費者の生活の用に供するためのものに

ついては、この限りでない。 
一 次に掲げる事項 
イ 名称 
ロ 人体に及ぼす作用 
ハ 貯蔵又は取扱い上の注意 
ニ イからハまでに掲げるもののほか、

厚生労働省令で定める事項 
二 当該物を取り扱う労働者に注意を喚

起するための標章で厚生労働大臣が定め

るもの 
２ 前項の政令で定める物又は前条第一

項の物を前項に規定する方法以外の方法

により譲渡し、又は提供する者は、厚生

労働省令で定めるところにより、同項各

号の事項を記載した文書を、譲渡し、又

は提供する相手方に交付しなければなら

ない。 

 
53 最一小判令 3・5・17 労判 1252 号 5

 
3．2 趣旨と内容 

3．2．1 趣旨 
 労働者が健康被害を受けることなく適切

に化学物質を取り扱うためには、当該労働

者が当該化学物質に関する情報を正しく認

識する必要がある。機械についてはその危

険性が外観から明らかであることも少なく

ない。しかし、化学物質については一見して

その有害性や身体への具体的作用が明らか

でないことも少なくなく、さらに容器や包

装により包まれていると匂いや刺激によっ

て有害性の有無を感知することも難しくな

る。 
他方、化学物質を譲渡又は提供する者は

当該化学物質の有害性、取扱い方法を認識

していることが多く、これらの者に当該化

学物質の製造・流通段階においてその知り

うる情報を表示させることが労働者の健康

障害の回避に有効である。このような化学

物質に関する情報を表示、周知し、労働者が

認識することの重要性は、「職場における化

学 物 質 の 使 用 の 安 全 に 関 す る 条 約

（Chemicals Convention）」（ILO170 号条

約、1990 年採択。日本未批准）や「職場に

おける化学物質の使用の安全に関する勧告

（Chemicals Recommendation）」（ILO177
号勧告、1990 年採択）といった形で国際的

にも広く認知されるところとなっている。 
そこで健康障害を生ずるおそれのある物

についてこれらの情報を表示することを義

務づけることによって、その物を取り扱う

者に健康障害が生ずることを防止するため

に本条が規定された 53。もう少し具体的に

頁。 
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表現すれば、本条は、労働者が取り扱う物質

の成分、その有害性、取扱い上注意すべき点

等を事前に承知していなかったために生ず

る職業性中毒を防止すること、有害物への

暴露に対する手当が、有害物の人体に及ぼ

す影響や初期の症状が不明のために手遅れ

になることを防ぐこと等を目的として、爆

発性の物、発火性の物、引火性の物その他の

労働者に危険を生ずるおそれのある物若し

くはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤等

労働者に健康障害を生ずるおそれのあるも

のについて、容器や包装にその有害性を示

す方法による表示制度を定めたものである

54。 
なお、本条は、これを取り扱う者に健康障

害を生ずるおそれがあるという化学物質の

危険性に着目した規制であり、その物を取

り扱うことにより危険にさらされる者が労

働者に限られないこと等から、その者を取

り扱う者であって労働者に該当しない者も

保護する趣旨と最高裁により解されている

55。労働契約とは異なる契約関係にある個

人事業主等が扱う化学物質についても本条

の表示等が求められることに留意する必要

がある。 
 

3．2．2 内容 
33．．22．．22．．11  表表示示対対象象ととすするる物物  

3．2．2．1．1 原則的規
定 

本条が、譲渡又は提供の際に容器又は包

装に名称等の表示を義務づける物（以下「表

 
54 労務行政研究所編『労働安全衛生法』
（労務行政、2017年（平成 25 年））515
頁。 

示対象物」という）は、法第 56 条第 1 項に

定める製造許可対象物のほか、次の物であ

る（施行令第 18 条）。 
 
一 別表第 9 に掲げる物（アルミニウム、

イットリウム、インジウム、カドミウム、

銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、

タングステン、タンタル、銅、鉛、ニッケ

ル、白金、ハフニウム、フェロバナジウ

ム、マンガン、モリブデン又はロジウム

にあつては、粉状のものに限る。） 
二 別表第 9 に掲げる物を含有する製剤

その他の物で、安衛則第 30 条で定めるも

の 
三 別表第 3 第 1 号 1 から 7 までに掲げ

る物を含有する製剤その他の物（同号 8
に掲げる物を除く。）で、安衛則第 31 条

で定めるもの 
 
前記施行令第 18 条第 2 号に関わる安衛

則第 30 条が規定する物は、安衛則別表第 2
の上欄に掲げる物を含有する製剤その他の

物（同欄に掲げる物の含有量が同表の中欄

に定める値である物並びに四アルキル鉛を

含有する製剤その他の物（加鉛ガソリンに

限る。）及びニトログリセリンを含有する製

剤その他の物（98 パーセント以上の不揮発

性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化した物で

あって、ニトログリセリンの含有量が 1 パ

ーセント未満のものに限る。）を除く。）とさ

れる。ただし、運搬中及び貯蔵中において固

体以外の状態にならず、かつ、粉状にならな

55 最一小判令 3・5・17 労判 1252 号 5
頁。 
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い物（①危険物（施行令別表第一に掲げる危

険物をいう。以下同じ。安衛則第 30 条但書

第 1 号）、②危険物以外の可燃性の物等爆発

又は火災の原因となるおそれのある物（安

衛則第 30 条但書第 2 号）、③酸化カルシウ

ム、水酸化ナトリウム等を含有する製剤そ

の他の物であって皮膚に対して腐食の危険

を生ずるもの（安衛則第 30 条但書第 3 号）

のいずれかに該当するものを除く。）は除か

れる。この但書部分については、後述する。 
前記施行令第 18 条第 3 号に関わる安衛

則第 31 条が規定する物は、前記安衛則第

30 条但書に記載されるものを除き、次のよ

うな物である。 
 
一 ジクロルベンジジン及びその塩を

含有する製剤その他の物で、ジクロルベ

ンジジン及びその塩の含有量が重量の

〇・一パーセント以上一パーセント以下

であるもの 
二 アルフア―ナフチルアミン及びそ

の塩を含有する製剤その他の物で、アル

フア―ナフチルアミン及びその塩の含有

量が重量の一パーセントであるもの 
三 塩素化ビフエニル（別名ＰＣＢ）

を含有する製剤その他の物で、塩素化ビ

フエニルの含有量が重量の〇・一パーセ

ント以上一パーセント以下であるもの 
四 オルト―トリジン及びその塩を含

有する製剤その他の物で、オルト―トリ

 
56 厚労省「職場のあんぜんサイト」
（https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gm
sds/gmsds640.html：最終閲覧日 2022年
10月 10日）。 
57 厚労省「化学物質対策に関するＱ＆Ａ

ジン及びその塩の含有量が重量の一パー

セントであるもの 
五 ジアニシジン及びその塩を含有す

る製剤その他の物で、ジアニシジン及び

その塩の含有量が重量の一パーセントで

あるもの 
六 ベリリウム及びその化合物を含有

する製剤その他の物で、ベリリウム及び

その化合物の含有量が重量の〇・一パー

セント以上一パーセント以下（合金にあ

つては、〇・一パーセント以上三パーセ

ント以下）であるもの 
七 ベンゾトリクロリドを含有する製

剤その他の物で、ベンゾトリクロリドの

含有量が重量の〇・一パーセント以上〇・

五パーセント以下であるもの 
 
以上に該当する表示義務対象物質につい

ては、【【資資料料 11】】「「表表示示・・通通知知義義務務対対象象物物質質」」

を参照してほしい。これに該当する物質の

一覧は「職場のあんぜんサイト」で公開され

ている 56。なお、本条のラベル表示義務の

対象となる物質の裾切値（製剤(混合物）中

の対象物質の含有量（重量％）がその値未満

の場合、ラベル表示又は SDS の交付の対象

とならない値 57）と、法第 57 条の 2 に基づ

く文書交付制度（SDS）の義務的な対象と

なる物質の裾切値とが異なって設定されて

いることがある。 
 

（ラベル・SDS 関係）」
（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11
237.html：最終閲覧日 2022 年 10月 10
日）。 
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3．2．2．1．2 固形物に
関する適用除外 
33．．22．．22．．11．．22．．11  概概要要

とと趣趣旨旨  
安衛則第 30 条及び同則第 31 条に規定さ

れる表示対象とする物については、安衛則

第 30 条但書に基づいて、「運搬中及び貯蔵

中において固体以外の状態にならず、かつ、

粉状にならない物」に関する例外が設けら

れている。但、①危険物（施行令別表第一に

掲げる危険物をいう。安衛則第 30 条但書第

1 号）、②危険物以外の可燃性の物等爆発又

は火災の原因となるおそれのある物（安衛

則第30条但書第2号）、③酸化カルシウム、

水酸化ナトリウム等を含有する製剤その他

の物であって皮膚に対して腐食の危険を生

ずるもの（安衛則第 30 条但書第 3 号）のい

ずれかに該当するものについては除かれる。 
この定めは、施行令別表第 9 に掲げる物

（純物質：1 種類の物質（単体や化合物）だ

けでできているもの）及び施行令別表第 9
又は別表第 3 第 1 号 1 から 7 までに掲げる

物を含有する製剤その他の物（混合物：2 種

類以上の純物質の混合物）のうち、運搬中及

び貯蔵中において、固体以外の状態になら

ず、かつ、粉状にならない物について、表示

義務の適用を除外することとしたものであ

る。この趣旨は、表示対象物を譲渡し、又は

提供する時点において固体の物については、

粉状でなければ吸入ばく露等のおそれがな

く、健康障害の原因とならないものと考え

られること、また、国際的にも、欧州の化学

品規制である CLP（Contract Laboratory 
Program、委託試験機関プログラム） 規則

において、文書交付により情報伝達がなさ

れている場合には、塊状の金属、合金、ポリ

マー（重合体）を含む混合物、エラストマー

（ゴムのような弾性を有する材料）を含む

混合物について表示が適用除外とされてい

ることを踏まえたことによる（平成 27 年 8
月 3 日基発 0803 第 2 号）。但し、爆発性、

引火性等の危険性や、皮膚腐食性を有する

物については、譲渡・提供時において固形で

あっても当該危険性等が発現するおそれが

あるため、適用除外の対象とはせず、引き続

き、表示義務の対象としたものである。 
 

33．．22．．22．．11．．22．．22  純純物物

質質のの取取扱扱いい  
施行令第 18 条において適用除外とされ

る物は、純物質であって、譲渡・提供の過程

において粉状にならず、危険性又は皮膚腐

食性がないという上記要件を満たすことが

明らかである、イットリウム、インジウム、

カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、

タリウム、タングステン、タンタル、銅、鉛、

ニッケル、白金、ハフニウム、フェロバナジ

ウム、マンガン、モリブデン及びロジウムで

ある。なお、イットリウム化合物、インジウ

ム化合物、カドミウム化合物、水溶性銀化合

物、クロム化合物、コバルト化合物、スズ化

合物、水溶性タリウム化合物、水溶性タング

ステン化合物、タンタル酸化物、銅化合物、

無機鉛化合物、ニッケル化合物、白金水溶性

塩、ハフニウム化合物、無機マンガン化合

物、モリブデン化合物及びロジウム化合物

の純物質については、適用除外の対象とは

されていないことに留意することとされる

（平成 27 年 8 月 3 日基発 0803 第 2 号）。 
 

33．．22．．22．．11．．22．．33  混混合合
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物物のの取取扱扱いい  
施行令別表第 9 又は別表第 3 第 1 号 1 か

ら 7 までに掲げる物を含有する製剤その他

の物（混合物）については、その性質が様々

であることから、運搬中及び貯蔵中におい

て固体以外の状態にならず、かつ、粉状にな

らないもののうち、以下の①から③までに

掲げる危険性のある物又は皮膚腐食性のお

それのある物に該当しないものは適用除外

とされている（安衛則第 30 条但書）。 
 
①  危険物（施行令別表第１に掲げる危

険物をいう。）  
②  危険物以外の可燃性の物等爆発又は

火災の原因となるおそれのある物  
③  酸化カルシウム、水酸化ナトリウム

等を含有する製剤その他の物であって

皮膚に対して腐食の危険を生ずるもの 
 
「運搬中及び貯蔵中において固体以外の

状態にならず、かつ、粉状にならないもの」

は、当該物の譲渡・提供の過程において液体

や気体になったり、粉状に変化したりしな

いものであって、当該物を取り扱う労働者

が、当該物を吸入する等により当該物にば

く露するおそれのないものを意味する。例

えば、温度や気圧の変化により状態変化が

生じないこと、水と反応しないこと、物理的

な衝撃により粉状に変化しないこと、昇華

しないこと等を満たすものである必要があ

り、具体的には、鋼材、ワイヤ、プラスチッ

クのペレット等は、原則として表示の対象

外となる。「粉状」とはインハラブル（吸入

性）粒子を有するものをいい、流体力学的粒

子径が 0.1mm 以下の粒子を含むものであ

るとされ、顆粒状のものは、外力によって粉

状になりやすいため、「粉状にならない」も

のとはいえないとされる（以上について、平

成 27 年 8 月 3 日基発 0803 第 2 号）。 
また、上記②又は③に掲げる物は、国連勧

告の化学品の分類及び表示に関する世界調

和システム（以下「GHS」という。）に準拠

した日本工業規格 Z7253 の附属書 Aの定

めにより、物理化学的危険性及び皮膚腐食

性／刺激性の危険有害性区分が定められて

いるものを意味する（平成 27 年 8 月 3 日

基発 0803 第 2 号）。 
 

3．2．2．1．3 裾切り値
の見直し 

新たに表示対象物となる物、既存の表示

対象物及び通知対象物の裾切り値について

は、原則として、以下の考え方により設定さ

れている（平成 27 年 8 月 3 日基発 0803 第

2 号）。 
 ア  GHS に基づき、濃度限界（検出さ

れうる最低濃度）とされている値とする。た

だし、それが 1 パーセントを超える場合は

1 パーセントとする。これにより、裾切り値

は下表のとおりとなる。 
 

HHSS のの有有害害性性クク

ララスス  

区区

分分  

裾裾切切りり値値((重重量量パパ

ーーセセンントト))  

表表示示((ララ

ベベルル))  

通通知知

((SSDDSS))  

急性毒性 
1～

5 
1.0 1.0 

皮膚腐食性/刺

激性 

1～

3 
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眼に対する重

篤な損傷性/ 

眼刺激性 

1～

2 

呼吸器感作性

(固体/液体) 
1 1.0 

0.1 
呼吸器感作性

(気体) 
1 0.2 

皮膚感作性 1 1.0 0.1 

生殖細胞変異

原性 

1 0.1 0.1 

2 1.0 1.0 

発がん性 
1 0.1 

0.1 
2 1.0 

生殖毒性 
1 0.3 

0.1 
2 1.0 

標的臓器毒性

(単回ばく露) 

1～

2 

1.0 1.0 
標的臓器毒性

(反復ばく露) 

1～

2 

吸引性呼吸器

有害性 

1～

2 

 
イ  複数の有害性区分を有する物質につ

いては、アにより得られる数値のうち、最も

低い数値を採用する。 
ウ  リスク評価結果など特別な事情があ

る場合は、上記によらず、専門家の意見を聴

いて定める。 
以上に基づき、施行令別表第 9 に掲げる

表示対象物及び通知対象物の裾切り値と 
CAS 番号は別紙 1（【【資資料料 22】】「「令令別別表表第第９９

 
58 但し、2024（令和６）年４月１日時点
で現存するものには、2025（令和７）年３
月 31 日までの間、安衛法第 57 条第 

に定める表示義務及び通知義務の対象とな

る化学物質等とその裾切り値一覧」（厚労省

「 職 場 の あ ん ぜ ん サ イ ト 」

（ https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gm
sds/gmsds640.html：最終閲覧日 2022 年 10
月 19 日）のとおりとされる。施行令別表第

9 に記載される化学物質には、2022 年（令

和 4 年）に、国による GHS 分類の結果、発

がん性、生殖細胞変異原性、生殖毒性、急性

毒性のカテゴリーで比較的強い有害性が確

認された 234 物質が追加された（【【資資料料 33】】
労労働働安安全全衛衛生生法法施施行行令令別別表表第第 99 にに追追加加すするる

223344 物物質質及及びびそそのの裾裾切切値値一一覧覧。。22002244 年年 44 月月

11 日日施施行行）58。今後も追加が予定されている。 
混合物については、裾切り値以上含有さ

れている場合には、仮に GHS 分類による

危険有害性分類がなされていない場合であ

っても、取扱い方法によっては危険有害性

が生じるおそれがあることから、人体に及

ぼす作用や取扱い上の注意に留意が必要で

あるため、表示義務の対象とされる。 
 

33．．22．．22．．22  表表示示義義務務者者  
本条第 1 項は、「容器に入れ、又は包装し

て、譲渡し、又は提供する者」に本条が定め

る表示を行う義務を課す。このような立場

にあることが客観的に認められれば表示義

務者となり、製造者か、販売業者かなど、流

通過程における立場等は条文上表示義務者

該当性を判断するときの考慮の対象とされ

ていない。 
この定めによれば、同一の有害物の容器

１項のラベル表示義務の規定は適用されな
い。 
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又は包装が流通するにあたり、2 以上の者

が表示義務者となることがある。この場合

は先次の表示義務者が所定の表示を行って

いるときは、後次の表示義務者が重ねて表

示を行う必要が実質的になくなるため、第

一次的には有害物質の製造業者が表示義務

者となる 59。もっともこの場合も後次の表

示義務者は依然として表示義務者であり、

先次の表示義務者が存在することにより表

示義務を免責されない。 
本条にいう「譲渡」及び「提供」は法第 55

条のそれと同じと解されている 60。すなわ

ち「譲渡」は有償・無償を問わず所有権の移

転を伴う行為、「提供」は所有権等を留保し

たまま相手に渡して利用させるというよう

な場合の「渡す」という事実行為を意味する

（昭和 47・9・18 基発第 602 号）。 
 

33．．22．．22．．33  表表示示事事項項  
本条第 1 項第 1 号は、表示を必要とする

事柄として 4 つの事項を挙げ、続く同項第

2 号は、注意喚起のための標章の表示を求

めている。再掲すると下記の通りである。 
 
イ 名称 
ロ 人体に及ぼす作用 
ハ 貯蔵又は取扱い上の注意 
ニ イからハまでに掲げるもののほか、

厚生労働省令で定める事項 

 
59 労務行政研究所編『労働安全衛生法』
（労務行政、2017年（平成 29 年））517
頁。 
60 労務行政研究所編『労働安全衛生法』
（労務行政、2017年（平成 29 年））517
頁、労働調査会『労働安全衛生法の詳解

二 当該物を取り扱う労働者に注意を喚

起するための標章で厚生労働大臣が定め

るもの 
  
 これらの記載方法について、国は、できる

だけ速やかに技術の進歩や最新の医学的知

見等に適合したものとなるように指導監督

すべきものとされている 61。 
以下、各表示事項について概説する。 

 
3．2．2．3．1 名称（第
1 項 1号イ） 

第 1 号イに規定される「名称」は、化学

物質等の名称の表示を求めるものである。

但し、製品名により含有する化学物質等が

特定できる場合においては、当該製品名を

記載することで足りる。また、化学物質等に

ついて表示される名称と、法第 57 条の 2 に

基づく文書交付により通知される名称は一

致させなければならない（以上について、平

成18年10月20日基安化発第1020001号。

以下 3．2．2．3 内で「通達」と表記する）。 
なおラベルに記載すべき情報については、

JISZ7253 にも規定されている。 
 

3．2．2．3．2 人体に及
ぼす作用（第 1 項第 1 号
ロ） 

第 1 号ロに規定される「人体に及ぼす作

〔改訂 5版〕－労働安全衛生法の逐条解説
－』（労働調査会出版局、2020年（令和 2
年））666 頁。 
61 最一小判令 3・5・17 労判 1252 号 5
頁。 
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用」とは、化学物質等の有害性を意味する

（通達）。ここでは、化学品の分類および表

示に関する世界調和システム(以下「GHS62」

という)に従った分類に基づき決定された

危険有害性クラス(可燃性固体等の物理化

学的危険性、発がん性、急性毒性等の健康有

害性及び水生環境有害性等の環境有害性の

種類)及び危険有害性区分(危険有害性の強

度)に対して GHS 附属書 3 又は日本産業規

格 Z7253(GHS に基づく化学品の危険有害

性情報の伝達方法―ラベル、作業場内の表

示及び安全データシート (SDS))( 以下

「JISZ7253」という)附属書 A により割り

当てられた「危険有害性情報」の欄に示され

ている文言を記載しなければならない（通

達）。この JISZ7253 は一般に「合併 JIS」
と呼ばれ、国連 GHS 文書改訂 4 版（2011
年）を基礎に作成されている。GHS 国連勧

告と本法の記載項目との関係については、

【【資資料料 44】】「「GGHHSS 国国連連勧勧告告とと改改正正労労働働安安全全

衛衛生生法法のの記記載載項項目目のの関関係係」」を参照。 
なお、GHS に従った分類については、日

本産業規格 Z7252(GHS に基づく化学品の

分類方法)(以下「JISZ7252」という)及び事

業者向け GHS 分類ガイダンスを参考にす

 
62 物質および混合物を、健康、環境、およ
び物理化学的危険有害性に応じて分類する
ために調和された判定基準や、表示および
安全データシート（SDS）の要求事項を含
む、調和された危険有害性に関する情報の
伝達に関する事項を定めた文書（NITE
「GHSって何？ルールなの？」
（https://www.nite.go.jp/chem/ghs/pdf/g
hs_training_content1.pdf：最終閲覧日
2022 年 10月 10日）。 

ることが求められている。また、GHS に従

った分類結果については、独立行政法人製

品評価技術基盤機構が公開している「NITE 

化 学 物 質 総 合 情 報 提 供 シ ス テ ム

(NITE―CHRIP)」63、厚生労働省が作成し

「職場のあんぜんサイト」で公開している

「GHS 対応モデルラベル・モデル SDS 情

報」64等を参考にすることとされる（通達）。 
混合物に関しては、混合物全体として有

害性の分類がなされていない場合には、含

有する表示対象物質の純物質としての有害

性を、物質ごとに記載することで差し支え

ない（通達）。 
また、GHS に従い分類した結果、危険有

害性クラス及び危険有害性区分が決定され

ない場合は、記載を要しない（通達）。 
「人体に及ぼす作用」は、その物の危険性

が正確に伝わり、必要な手当てや治療が速

やかに判明するように、症状や障害を可能

な限り具体的に特定して記載すべきであり、

抽象的に健康障害を生ずるおそれがある旨

を記載するのでは足りないことが最高裁に

より指摘されている 65。国は省令や通達の

内容はこの要請に合致させることを求めら

れているが、一般企業が本条を遵守する際

63 
https://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_
search/systemTop（最終閲覧日 2022 年 10
月 10 日）。 
64 
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/G
HS_MSD_FND.aspx（最終閲覧日 2022 年
10月 10日）。 
65 最一小判令 3・5・17 労判 1252 号 5
頁。 
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も、この要請を意識して表示を行うことが

法的責任を回避するために有効である。 
 

3．2．2．3．3 貯蔵又は
取扱い上の注意（第 1 項
第 1 号ハ） 

第 1 号ハに規定される「貯蔵又は取扱い

上の注意」は、化学物質等のばく露又はその

不適切な貯蔵若しくは取扱いから生じる被

害を防止するために取るべき措置を記載す

ることを求めるものである（通達）。これの

記載にあたっては、健康障害の発生を防止

するために必要な注意事項を的確に記載す

べきとされる 66。「人体に及ぶ作用」の取扱

いと同様、国は省令や通達の内容をこの要

請に合致させることを求められており、一

般企業が本条を遵守する際も、この要請を

意識して表示を行うことが法的責任を回避

するために有効である。 
 

3．2．2．3．4 厚生労働
省令で定める事項（第 1
項第 1号ニ） 

本条第 1 項第 1 号ニにおける「厚生労働

省令で定める事項」は以下のとおりである

（安衛則第 33 条）。 
 
一 表示をする者の氏名（法人にあつて

は、その名称）、住所及び電話番号 
化学物質等を譲渡し又は提供する者の情

報を記載することが求められる。また、当該

化学品の国内製造・輸入業者の情報を、当該

事業者の了解を得た上で追記することも認

められている。緊急連絡電話番号等につい

 
66 最一小判令 3・5・17 労判 1252 号 5

ても記載することが望ましい（通達）。 
 

二 注意喚起語 
ここでの「注意喚起語」としては、GHS

に従った分類に基づき、決定された危険有

害性クラス及び危険有害性区分に対して

GHS 附属書 3 又は JISZ7253 附属書 A に

割り当てられた「注意喚起語」の欄に示され

ている文言を記載することとされている

（通達）。 
なお、GHS に従った分類については、

JISZ7252及び事業者向けGHS分類ガイダ

ンスを参考にすること、GHS に従った分類

結果については、独立行政法人製品評価技

術基盤機構が公開している「NITE 化学物

質総合情報提供システム(NITE―CHRIP)」
や厚生労働省が作成し「職場のあんぜんサ

イト」で公開している「GHS 対応モデルラ

ベル・モデル SDS 情報」等を参考にするこ

とが求められている（通達）。 
混合物において、混合物全体として危険

性又は有害性の分類がなされていない場合

には、含有する表示対象物質の純物質とし

ての危険性又は有害性を表す注意喚起語を、

物質ごとに記載することで差し支えない

（通達）。 
GHS に基づき分類した結果、危険有害性

クラス及び危険有害性区分が決定されない

場合、記載を要しない（通達）。 
 

三 安定性及び反応性 
「安定性及び反応性」は、化学物質等の危

険性を意味する。ここで記載すべき事柄は、

「注意喚起語」において記載すべき事柄と

頁。 
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類似する。すなわち、GHS に従った分類に

基づき、決定された危険有害性区分及び危

険有害性区分に対して GHS 附属書 3 又は

JISZ7253 附属書 A に割り当てられた「危

険有害性情報」の欄に示されている文言の

記載が求められる。「GHS に従った分類結

果」については、独立行政法人製品評価技術

基盤機構が公開している「NITE 化学物質

総合情報提供システム(NITE―CHRIP)」、
厚生労働省が作成し「職場のあんぜんサイ

ト」で公開している「GHS 対応モデルラベ

ル・モデル SDS 情報」等を参考にすること

とされている（通達）。 
混合物において、混合物全体として危険

性の分類がなされていない場合には、含有

する全ての表示対象物質の純物質としての

危険性を、物質ごとに記載することで差し

支えない。また、GHS に従い分類した結果、

危険有害性クラス及び危険有害性区分が決

定されない場合、記載を要しない（「通達」）。 
 

3．2．2．3．5 当該物を
取り扱う労働者に注意を
喚起するための標章（第 1
項第 2号） 

本号における「当該物を取り扱う労働者

に注意を喚起するための標章で厚生労働大

臣が定めるもの」とは、日本産業規格

Z7253(GHS に基づく化学品の危険有害性

情報の伝達方法―ラベル、作業場内の表示

及び安全データシート(SDS))に定める絵表

示を意味する（平成 18 年 10 月 20 日厚労

告 619 号。以下の説明も同厚労告による）。

右「絵表示」については、【【資資料料 55】】「「絵絵表表示示

ににつついいてて」」参照。但し、本条第 1 項の容器

又は包装に次に掲げる標札若しくは標識又

はラベルが付されている場合にあっては、

当該標札若しくは標識又はラベルに示され

る記号とする。 
  
一 船舶による危険物の運送基準等を

定める告示(昭和 54 年運輸省告示第 549
号)第 1 号様式に掲げる標札又は標識 

二 航空機による爆発物等の輸送基準

等を定める告示(昭和 58 年運輸省告示第

572 号)第 2 号様式に掲げるラベル 
 
混合物において、混合物全体として危険

性又は有害性の分類がなされていない場合

には、含有する表示対象物質の純物質とし

ての危険性又は有害性を表す標章を、物質

ごとに記載することで差し支えない。また、

GHS に従い分類した結果、危険有害性クラ

ス及び危険有害性区分が決定されない場合

は、記載を要しない（通達）。 
なお、JISZ7253 に準拠した記載を行えば、

安衛法関係法令において規定する容器・包

装等に表示しなければならない事項を満た

すこととされる。JISZ7253 については日本

産業標準調査会ホームページにおいて検索

及び閲覧が可能である（通達）。 
 

33．．22．．22．．44  表表示示方方法法  
3．2．2．4．1 容器又は
包装を用いる場合 

前述した表示事項は、当該容器又は包装

に表示事項を印刷する方法、又は表示事項

等を印刷した票箋を貼り付けて表示される

（安衛則第 32 条本文）。ただし、当該容器

又は包装の形状、材質等により、当該容器又

は包装に表示事項等の全てを印刷し、又は

表示事項等の全てを印刷した票箋を貼り付
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けることが困難なときは、表示事項等のう

ち、人体に及ぼす作用、貯蔵又は取扱い上の

注意、表示をする者の氏名、住所及び電話番

号、注意喚起語、安定性及び反応性（以上、

法第 57 条第 1 項第 1 号ロからニまで）及

び、当該物を取り扱う労働者に注意を喚起

するための標章で厚生労働大臣が定めるも

の（法第 57 条第 1 項第 2 号）に掲げるもの

については、これらを印刷した票箋を容器

又は包装に結びつけることにより表示する

ことができる（安衛則第 32 条但書）。 
また、2023 年 4 月 1 日以降については、

譲渡・提供する場合ではない、小分けして保

管するような場合であっても、当該物の名

称及び人体に及ぼす作用について、当該物

の保管に用いる容器又は包装への表示、文

書の交付その他の方法により、当該物を取

り扱う者に、明示しなければならない（安衛

則第 33 条の 2）。この規定は、対象物を保

管することを目的として容器に入れ、又は

包装し、保管する場合に適用されるもので

あり、保管を行う者と保管された対象物を

取り扱う者が異なる場合の危険有害性の情

報伝達が主たる目的であるため、対象物の

取扱い作業中に一時的に小分けした際の容

器や、作業場所に運ぶために移し替えた容

器にまで適用されるものではない。また、譲

渡提供者がラベル表示を行っている物につ

いて、既にラベル表示がされた容器等で保

管する場合には、改めて表示を求める趣旨

でもない（以上、令和 4 年 5 月 31 日基発

0531 第 9 号）。 
明示の際の「その他の方法」としては、使

用場所への掲示、必要事項を記載した一覧

表の備え付け、磁気ディスク、光ディスク等

の記録媒体に記録しその内容を常時確認で

きる機器を設置すること等のほか、日本産

業規格Ｚ7253（GHS に基づく化学品の危険

有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内

の表示及び安全データシート（SDS））の「5．
3．3 作業場内の表示の代替手段」に示され

た方法として、作業手順書又は作業指示書

によって伝達する方法等によることも可能

である（令和 4 年 5 月 31 日基発 0531 第 9
号）。 
法第 57 条第 1 項第 2 号に規定される標

章については、「3．2．2．3．5 当該物を

取り扱う労働者に注意を喚起するための標

章」に記載のそれと同内容である。 
 

3．2．2．4．2 容器又は
包装を用いない場合 

本条第 1項の政令で定める物又は法第 56
条第 1 項の物を本条第 1 項に規定する方法

（容器に入れ、又は包装してする方法）以外

の方法により譲渡し、又は提供する者は、厚

生労働省令で定めるところにより、名称や

人体に及ぼす影響等、本条第 1 項各号の事

項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する

相手方に交付しなければならない（本条第

2 項）。例えば、タンクローリーやパイプラ

インで輸送される場合がこのケースに該当

する。この交付は、容器又は包装以外の方法

により譲渡し、又は提供する際に行われな

ければならないが、継続的に又は反復して

譲渡し、又は提供する場合において、既に当

該文書の交付がなされているときはこの限

りでない（安衛則 34 条）。もっとも通達（昭

和 53 年 2 月 10 日基発第 78 号）は、この

ような場合でも、譲渡し、又は提供する相手

方に文書の内容が的確に伝わるよう重ねて

文書を交付することが望ましいとする。 
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33．．22．．22．．55  主主ととししてて一一般般消消費費者者
のの生生活活のの用用にに供供すするるたためめののもものの  

本条第 1 項に規定される「主として一般

消費者の生活の用に供するためのもの」は、

以下のとおりである（平成 27 年 8 月 3 日

基発 0803 第 2 号）。 
 
ア 医薬品、医療機器等の品質、有効性及

び安全性の確保等に関する法律（昭和 35 
年法律第 145 号）に定められている医薬

品、医薬部外品及び化粧品 
イ 農薬取締法（昭和 23 年法律第 125 号）

に定められている農薬 
ウ 労働者による取扱いの過程において

固体以外の状態にならず、かつ、粉状又

は粒状にならない製品 
エ 表示対象物又は通知対象物が密閉さ

れた状態で取り扱われる製品 
オ 一般消費者のもとに提供される段階

の食品。ただし、水酸化ナトリウム、硫

酸、酸化チタン等が含まれた食品添加物、

エタノール等が含まれた酒類など、表示

対象物が含まれているものであって、譲

渡・提供先において、労働者がこれらの

食品添加物を添加し、又は酒類を希釈す

るなど、労働者が表示対象物又は通知対

象物にばく露するおそれのある作業が予

定されるものについては、「主として一般

消費者の生活の用に供するためのもの」、

「主として一般消費者の用に供される製

品」には該当しないこと。 
カ 家庭用品品質表示法（昭和 37 年法律

第 104 号）に基づく表示がなされている

製品、その他一般消費者が家庭等におい

て私的に使用することを目的として製造

又は輸入された製品。いわゆる業務用洗

剤等の業務に使用することが想定されて

いる製品は、一般消費者も入手可能な方

法で譲渡又は提供されているものであっ

ても、「主として一般消費者の生活の用に

供するためのもの」、「主として一般消費

者の用に供される製品」には該当しない

こと。 
 
3．3 関連規定 

3．3．1 法条 
33．．33．．11．．11  本本条条とと関関連連すするる本本法法
のの他他のの条条文文  

本条と同様に化学物質等の情報の提供に

関わる法制度として、化学物質等の譲渡・提

供時に譲渡者・提供者に対して SDS（Safety 
Data Sheet: 安全データシート）の交付を

義務づける法第 57 条の 2 がある。容器に貼

付可能なラベル等を用いて表示を行う本条

の表示には、どうしても表示領域に制約が

生じるが、法第 57 条の 2 の SDS を用いた

表示にはこうした制約が少ないため、表示

内容をより詳細なものにすることができる。

反面、本条は容器等に付随してより簡易・簡

略に利用者に当該化学物質等の有害性を伝

える役割を担っている。 
 

33．．33．．11．．22  化化管管法法  
本条と同様に、化学物質の有害性や取扱

い方法の表示を事業者に求める法として化

管法（特定化学物質の環境への排出量の把

握等及び管理の改善の促進に関する法律、

化学物質排出把握管理促進法）がある。化管

法は、事業者による化学物質の自主的な管

理の改善を促進し、公害に代表される環境

の保全上の支障を未然に防止することを目
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的とする点で、労働者の身体健康の保護を

主目的とする本法と異なる。 
化管法のラベル表示義務者は、原則とし

て、国内の他の事業者に指定化学物質又は

指定化学物質を規定含有率以上含有する製

品を譲渡又は提供するすべての事業者であ

る。この指定化学物質は、化管法政令で定め

る第一種指定化学物質及び第二種指定化学

物質である。適用事業者は、国内の他の事業

者に右譲渡又は提供する時までに、ラベル

による表示を行う努力義務を負う。ラベル

に記載する事項は、①指定化学物質等の物

理化学的性状、安定性、反応性、有害性又は

環境影響に対応する絵表示、②注意喚起語、

③指定化学物質等の物理化学的性状、安定

性、反応性、有害性及び環境影響、④指定化

学物質等の貯蔵又は取扱い上の注意、⑤第

一種指定化学物質又は第二種指定化学物質

の名称・第一種指定化学物質又は第二種指

定化学物質を含有する製品の名称、⑥表示

をする者の氏名（法人にあっては、その名

称）、住所及び電話番号である。 
 

33．．33．．11．．33  毒毒劇劇法法  
本条と同様に、化学物質の有害性や取扱

い方法の表示を事業者に求める法として、

ほかに毒劇法（毒物及び劇物取締法）があ

る。毒劇法は、日常流通する有用な化学物質

のうち、主として急性毒性による健康被害

が発生するおそれが高い物質を毒物又は劇

物に指定し、保健衛生上の見地から必要な

規制を行うことを目的とする法であり、労

働者の保護を主目的とする本法とは異なる。 
容器等への表示義務を負うのは、毒物劇

物の製造業者や輸入業者、販売業者、業務上

取扱者である。表示義務が生じる毒物・劇物

とは、それぞれ毒劇法別表第 1、毒物及び劇

物指定令第 1 条に記載されている物質、毒

劇法別表第 2、毒物及び劇物指定令第 2 条

に記載されている物質である。ラベルに記

載しなければならないのは、①毒物又は劇

物の名称、②毒物又は劇物の成分、③情報を

提供する毒物劇物営業者の氏名及び住所

（法人にあっては、その名称及び主たる事

務所の所在地）、④「医薬用外毒物」「医薬用

外劇物」の表示、⑤毒物又は劇物の含量、⑥

厚生労働省令で定める毒物及び劇物につい

て、その解毒剤の名称などである。 
 
3．4 沿革 

3．4．1 制度史 
安

衛

法 

本条に類する規定は、労基法や旧

安衛則には存在しなかった。 
労働安全衛生法制定時（1972 年

（昭和 47 年））に本条が明文化され

た際、本条は、ベンゼン等特定の有

害物の譲渡提供者に、容器や包装に

有害性等の情報を表示することを義

務付ける規定としてすべき旨の規定

として明文化された。原文は以下の

通りである。 
「第五十七条 ベンゼン、ベンゼ

ンを含有する製剤その他の労働者に

健康障害を生ずるおそれのある物で

政令で定めるもの又は前条第一項の

物を譲渡し、又は提供する者は、労

働省令で定めるところにより、その

容器（容器に入れないで譲渡し、又

は提供するときにあつては、その包

装。以下同じ。）に次の事項を表示し

なければならない。ただし、その容

器のうち、主として一般消費者の生
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活の用に供するためのものについて

は、この限りでない。 
一 名称 
二 成分及びその含有量 
三 労働省令で定める物にあつて

は、人体に及ぼす作用 
四 労働省令で定める物にあつて

は、貯蔵又は取扱い上の注意 
五 前各号に掲げるもののほか、労

働省令で定める事項」 
 
○「労働安全衛生法及びじん肺法の

一部を改正する法律」（昭和 52 年 7
月 1 日法律第 76 号）による改正 
右法律に基づいて、容器又は包装

を用いないで表示対象有害物を譲渡

し、又は提供する者は、その相手方

に表示事項を記載した文章を交付し

なければならないものとする改正が

なされた（本条第 1 項の修正と、第

2 項の追加）。 
 
○「労働安全衛生法の一部を改正す

る法律」（平成 17 年 11 月 2 日法律

第 108 号）による改正 
右法律に基づいて、①危険を生ず

るおそれのある物で政令で定めるも

の（化学物質等の危険性）を、その

譲渡又は提供に際して容器又は包装

に名称等を表示しなければならない

物に追加するとともに、②容器又は

包装に表示しなければならないもの

として、当該物を取り扱う労働者に

注意を喚起するための標章で厚生労

働大臣が定めるものを追加等する改

正（「労働安全衛生法等の一部を改正

する法律案要綱」）が行われた。①は、

本条が規制対象とする事柄を、労働

者に健康障害を生ずるおそれのある

物から、危険を生ずる物に広げたこ

とを意味する。②は、国連が 2005 年

に取りまとめた「化学品の分類およ

び表示に関する世界調和システム

（GHS）」に対応して行われたもの

である（3．4．2．2 参照）。 
 
○「労働安全衛生法の一部を改正す

る法律」（平成 26 年 6 月 25 日法律

第 82 号）による改正 
右法律に基づいて、労働者に危険

又は健康障害を生ずるおそれのある

物を譲渡し、又は提供する際にその

容器又は包装に表示しなければなら

ないこととされているもののうち、

成分を削除する改正が行われた。ま

た、同時に行われた施行令第 18 条の

改正により、表示対象物の範囲が法

第 57 条の 2 の通知対象物全般に拡

大された。 
 

3．4．2 背景になった災害等 
33．．44．．22．．11  日日本本化化学学工工業業六六価価クク
ロロムム事事件件（（11997755 年年（（昭昭和和 5500 年年））））  

1977 年（昭和 52 年）の「労働安全衛生

法及びじん肺法の一部を改正する法律」（昭

和 52 年 7 月 1 日法律第 76 号）による改正

にあたっては、化学物質等により職業がん

等の新しい型の疾病の発生が社会的に問題

となったこと、ILO において 1974 年（昭和

49 年）に職業がん条約（第 139 号条約、1977
年（昭和 52 年）日本批准）、1977 年（昭和

52 年）に作業環境条約（第 148 号条約）が
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採択されるなど、職業性疾病の問題が国際

的にも重要視されてきていたことといった

背景があった 67。この時期に問題となった

化学物質による職業性疾病の問題としては、

日本化学工業の小松川工場の調査において

労働者に鼻中隔穿孔や肺がんが多数発症し

ていることが明らかになり、公害問題にも

なった事件（日本化学工業六価クロム事件、

1975 年（昭和 50 年））などがある。こうし

た問題状況下において中央労働基準審議会

の労働災害防止部会において検討がなされ、

「労働安全衛生法の改正等に関する報告」

が取りまとめられ、本改正の基礎となった。

本改正にあたっては本法第 57 条の 4、本法

第 57 条の 5（いずれも現行法の条文数）の

追加等の改正が行われた。 
 

33．．44．．22．．22  化化学学品品のの分分類類おおよよびび
表表示示にに関関すするる世世界界調調和和シシスステテムム
（（GGHHSS））（（22000033 年年（（平平成成 1155年年））））  

「化学品の分類および表示に関する世界

調和システム（The Globally Harmonized 
System of Classification and Labelling of 
Chemicals: GHS）」は、国連において 2003
年（平成 15 年）に策定された、各国間の化

学物質の分類及び表示方法を調和させるこ

とを目的とするルールである。本稿執筆現

在、改訂第 9 版（2021 年、令和 3 年）が策

定されている。 
当初危険有害物質に対する規制は各国に

おいて個別に講じられ、その結果、同一の化

学品に対するラベルや SDS が国ごとに異

なる、危険有害性の定義も国ごとに異なる、

 
67 労務行政研究所編『労働安全衛生法』
（労務行政、2017年（平成 29 年））58

ラベルや SDS により情報提供を行う段階

や方法も国ごとに異なるという状況が生じ

た。こうした状況を改善し、国際的に調和さ

れた分類及び表示方法を構築することが、

化学品の国際貿易が広く行われる中で、そ

の安全な使用や輸送、廃棄を確実に行うた

めの国内計画を策定すること、化学品への

暴露を管理し、人々と環境を保護するため

の基盤を包括的に確立するために重要と考

えられたことから本システムが策定された。

本システムの策定と実施により、危険有害

性の情報伝達に関する国際的に理解されや

すいシステムの導入によって、人の健康と

環境の保護が強化されること、既存のシス

テムを持たない国々に対し国際的に承認さ

れた枠組みが提供されること、化学品の試

験および評価の必要性が減少すること、危

険有害性が国際的に適正に評価され確認さ

れた化学品の国際取引が促進されることが

期待されている（GHS1.1.1.1-1.1.1.4）。 
本システムでは、化学品の危険性・有害性

を物理化学的危険性、健康に対する有害性、

環境に対する有害性という観点から整理・

分類し、その危険性・有害性が明らかになる

ような標章の表示や注意事項等を記載した

文書（化学物質等安全データシート）の作

成、交付等を求めている。GHS は、成形品

を除く全ての危険有害な化学品を対象とす

る。危険性・有害性に関する情報提供の対象

者は、化学物質を取り扱う全ての者であり、

労働者、消費者等その立場を問わない。 
 

頁。 
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3．5 運用 
3．5．1 適用の実際 
33．．55．．11．．11  適適用用のの動動向向  

令和 3 年の「労働安全衛生調査（実態調

査）」の概況によれば、法第 57 条に該当す

る化学物質を製造又は譲渡・提供している

事業所のうち、全ての製品の容器・包装に

GHS ラベルを表示している事業所の割合

は 66.3%であり、前年調査（62.4%）よりも

増加している。法 57 条の事業所には該当し

ないが、危険有害性がある化学物質（安衛則

第 24 条の 14 で譲渡・提供者に危険有害性

の表示が努力義務とされている化学物質）

を製造又は譲渡・提供している事業所のう

ち、すべての製品の容器・包装に GHS ラベ

ルを表示している事業所の割合は 69.9%と

なっている。前年の調査（53.6%）と比較す

ると 15pt 以上の増加となっている。本条の

完全な遵守が浸透するにはもう少し時間を

要する現状にある。 
ラベルの作成と貼付は一般的にこれを製

造するメーカー等によって一括して行われ

るため、本条の履行の有無が争点となるこ

とは比較的少ない 68。特に法第 57 条の 2 の

SDS 制度ができてからは、ラベルで示され

る危険有害性情報等は、より詳しく SDS で

伝えられるため、相対的にその重要度を低

下させている。 
また、ラベル表示の義務づけ（努力義務を

含む）は、本法だけでなく化管法や毒劇法に

よっても行われており、異なる機関がそれ

 
68 篠原委員発言。但し、大手製造会社が下
請に塗装等の作業を発注する際に、自社で
ブレンドしたものを指定して使用させる場
合があり、その際に、下請に含有物質を知

ぞれ類似の事項についてチェックを入れる

ことでそれぞれの実効性の確保の程度が高

められている可能性がある。本条の適用対

象となる化学物質は限定されている上、そ

もそも内容物の表示を行うことは、化学物

質に限られず、食料品その他の製品も含め

て社会一般において行われる取扱いとなっ

ており、この意味でもラベル表示が問題と

なる場面は少なくなっている。 
他方で、ラベル表示は、労働者が内容物に

何が含まれているかを簡単に確認する手段

になることに加え、臨検監督時に有機則、特

化則、鉛則などの適用の要否を判断すると

きの資料にもなる。この点で的確なラベル

表示は、臨検監督の効率性を高める意義を

有している 69。 
 

33．．55．．11．．22  ララベベルル表表示示例例のの提提供供  
本条により義務づけられる表示をより容

易に行うために、いくつかの行政文書がラ

ベル表示の具体例を概説し、実務の用に供

されている。 

られたくない等の理由で表示がされていな
いケースもある（玉泉委員発言）。 
69 玉泉委員発言。 
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例えば、「労働安全衛生法第 57 条に基づ

く表示の具体的記載方法について」（昭和47
年 9 月 29 日基発第 634 号）において表示

の具体例が示されている。例えば、「ジクロ

ルベンジジン及びその塩若しくはこれを含

有する製剤その他の物」については、次のよ

うな例が示されている。 

また、「化学物質の表示・文書交付制度の

あらまし」（厚労省、都道府県労働局、労働

基準監督署）は、「ラベル表示の例」及び「混

合物のラベル表示方法」として、【【資資料料 66】】
「「ララベベルル表表示示のの例例・・混混合合物物ののララベベルル表表示示方方

法法」」にあるような図説を用意している。 
また、厚労省による「職場のあんぜんサイ

ト」では、GHS に対応したモデルラベルに

関する情報を提供している。 
 

33．．55．．11．．33  適適用用事事例例  
「職場における化学物質等の管理のあり

方に関する検討会」（座長・城内博日本大学

理工学部特任教授）では、事業場内で小分け

した容器の表示がないことによる災害事例

として、次のような事例が紹介されている。 
・硝酸、有機カルボン酸等を含有する洗剤

の入った含有物の表示のない容器に、洗剤

を追加していたところ、塩素ガス中毒とな

ったもの。誤って、次亜塩素酸ナトリウム、

水酸化ナトリウム等を含有する洗剤を移し

入れたため、塩素ガスが発生したことが原

因（平成 29 年 7 月発生、休業 1 日（1 名））。 
・清掃に使用する洗剤を持ち運ぶため、小

分けの容器に移し替える作業を行っていた

ところ、表示のない次亜塩素酸ナトリウム

の入った容器に、酸性の洗剤を誤って移し

入れたため、塩素ガスが発生し、当該作業を

行っていた労働者が急性呼吸不全となった

もの（平成 29 年 11 月発生、休業 12 日（1
名））。 
 

33．．55．．11．．44  論論点点  
本条に関しては、表示を義務づける範囲

が論点となっている。例えば、現場では、表

示のされた容器に入っている化学物質を、

別の容器に小分けして利用することがあり、

この小分け先の容器には表示が行われてい

ないことがある。この非表示は本条違反に

は該当せず、小分け先の容器に表示を逐一

行うことには手間が発生するが、化学物質

名称    

成分 ジクロルベンジジン 

含有量         ％ 

注意事項 皮膚に付着したり又は吸入す

ると薬害の恐れがありますか

ら下記の注意事項を守って下

さい。 

１ 容器が破損しないように丁

寧に取扱って下さい。 

２ 万一漏えいした場合には、

必ず保護具（ゴム又はビニー

ル手袋及び呼吸用保護具）を

使用して処置して下さい。 

３ もし、皮膚、衣服に付着し

た場合、皮膚は直ちに石けん

水でよく洗い流して衣服は取

替えて下さい。 

表示者の

氏名又は

名称及び

住所 
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に労働者が暴露するリスクは、まさに現場

で発生することが多いことをふまえると、

表示を義務付ける必要性は高い。こうした

必要性に鑑み、本条の運用レベルでは、小分

け先の容器にも表示を行うよう、指導が行

われることがある 70。 
こうした表示を義務づける容器等の範囲

のほか、表示を義務づける化学物質の範囲

も論点である。本条に基づいて表示を義務

づけられる化学物質の範囲は、危険性や有

害性が認められた一定の化学物質に限定さ

れているが、危険性や有害性が不明である

ことは当該化学物質が安全又は無害である

ことを意味しない。労働者等に対する健康

被害の発生を予防するという本条の趣旨や

あらゆる化学物質を対象とする GHS の趣

旨からは、あらゆる化学物質が危険性や有

害性を有する可能性があることを意識した

表示義務範囲の設定が必要とされている。 
また、本条は一般消費者向けの製品を本

条の対象外とするが、業務用製品と一般消

費者向け製品が混在して流通している実態

がある中で、こうした区分けを維持すべき

かが論点となっている。 
限られたスペースでも多くの情報を提供

することができる QR コード等の活用や、

これを用いた SDS との連携など、本条が担

いうる新たな役割についても検討を進める

必要がある。 
 

3．5．2 関連判例 
 建設アスベスト訴訟において、アスベス

トの危険性の表示を事業者等に義務づけな

かったことが国家賠償の対象となる適切な

 
70 篠原委員発言。 

規制権限の不行使に該当するかが争われた。

この点については、法第 55 条の「関連判例」

の項を参照。 
 
3．6 その他 

3．6．1 罰則 
特定の危険有害物を容器に入れるか包装

して譲渡し、又は提供する者が、本条第 1 項

の規定に違反して、その容器等に所定の表

示をせず、若しくは虚偽の表示をし、又は本

条第 2 項の文書を交付せず、若しくは虚偽

の文書を交付した場合には、6 ヵ月以下の

懲役又は 50 万円以下の罰金に処せられる

（法第 119 条第 3 号）。 
法人の代表者又は法人若しくは人の代理

人、使用人その他の従業者が、その法人又は

人の業務に関して、右の違反行為をしたと

きは、行為者を罰するほか、その法人又は人

に対しても、各本条の罰金刑を科する（法第

122 条）。 
 

3．6．2 民事上の効力 
製品を製造・販売して流通に置く者は、こ

れによって他人の生命・身体・財産を不当に

侵害することのないように、製品が通常備

えるべき安全性を確保する義務を負う。こ

の義務を基礎に、有害物・危険物を製造・販

売する者は、製品の安全性確保義務の一態

様として、製品に内在する危険の内容及び

回避手段について、利用者に警告する義務

がある（建設アスベスト神奈川第 1 陣訴訟：

東京高判平 29・10・27 判タ 1444 号 137
頁）。 
本条の表示義務を果たしていることは、
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この民事的な義務を果たしていることを根

拠付ける事実の一つになる。ラベルによる

表示は労働者が自身の業務の危険性を理解

するとともに、必要に応じたリスク回避行

動を行うための基盤になり得る情報である。

その意味では、使用者が 
しかし本法第 57 条の義務を通達等に即

して履行していたとしても、本条に基づく

記載方法が不十分・不合理と判断された場

合には、製造者等は前述の警告義務違反を

免れない（前掲建設アスベスト神奈川第 1
陣訴訟東京高裁判決）。 
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3．6．3 資料 
 資料は、いずれも本稿（危険物及び有害物

に関する規制）の最後に掲載する。 
 

【【資資料料 11】】表表示示・・通通知知義義務務対対象象物物質質
（（--GGHHSS  対対応応--化化管管法法・・安安衛衛法法・・毒毒
劇劇法法ににおおけけるるララベベルル表表示示・・SSDDSS 提提
供供制制度度（（経経産産省省、、厚厚労労省省、、22002222 年年））））  

 
【【資資料料 22】】令令別別表表第第９９にに定定めめるる表表示示
義義務務及及びび通通知知義義務務のの対対象象ととななるる化化
学学物物質質等等ととそそのの裾裾切切りり値値一一覧覧
（（ hhttttppss::////aannzzeenniinnffoo..mmhhllww..ggoo..jjpp//aa
nnzzeenn//ggmmssddss//ggmmssddss664400..hhttmmll：：最最
終終閲閲覧覧日日 22002222年年 1100月月 1199 日日））））  

 
【【資資料料 33】】労労働働安安全全衛衛生生法法施施行行令令別別
表表第第 99 にに追追加加すするる 223344 物物質質及及びびそそ
のの裾裾切切値値一一覧覧（（22002244 年年よよりり追追加加））  

 
【【資資料料 44】】「「GGHHSS国国連連勧勧告告とと改改正正労労
働働安安全全衛衛生生法法のの記記載載項項目目のの関関係係」」
（（「「化化学学物物質質のの表表示示・・文文書書交交付付制制度度
ののああららまましし」」（（厚厚労労省省、、都都道道府府県県労労
働働局局、、労労働働基基準準監監督督署署））））  

 
【【資資料料 55】】絵絵表表示示ににつついいてて（（--GGHHSS  
対対応応--化化管管法法・・安安衛衛法法・・毒毒劇劇法法ににおお
けけるるララベベルル表表示示・・SSDDSS 提提供供制制度度（（経経
産産省省、、厚厚労労省省、、22002222年年））  

 
【【資資料料 66】】「「ララベベルル表表示示のの例例」」及及びび
「「混混合合物物ののララベベルル表表示示方方法法」」（（「「化化
学学物物質質のの表表示示・・文文書書交交付付制制度度ののああ
ららまましし」」（（厚厚労労省省、、都都道道府府県県労労働働局局、、

労労働働基基準準監監督督署署））））  
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4．第 57 条の 2（文書の交付等） 

4．1 条文 
第五十七条の二 労働者に危険若しくは

健康障害を生ずるおそれのある物で政令

で定めるもの又は第五十六条第一項の物

（以下この条及び次条第一項において

「通知対象物」という。）を譲渡し、又は

提供する者は、文書の交付その他厚生労

働省令で定める方法により通知対象物に

関する次の事項（前条第二項に規定する

者にあつては、同項に規定する事項を除

く。）を、譲渡し、又は提供する相手方に

通知しなければならない。ただし、主と

して一般消費者の生活の用に供される製

品として通知対象物を譲渡し、又は提供

する場合については、この限りでない。 
一 名称 
二 成分及びその含有量 
三 物理的及び化学的性質 
四 人体に及ぼす作用 
五 貯蔵又は取扱い上の注意 
六 流出その他の事故が発生した場合に

おいて講ずべき応急の措置 
七 前各号に掲げるもののほか、厚生労

働省令で定める事項 
２ 通知対象物を譲渡し、又は提供する

者は、前項の規定により通知した事項に

変更を行う必要が生じたときは、文書の

交付その他厚生労働省令で定める方法に

より、変更後の同項各号の事項を、速や

かに、譲渡し、又は提供した相手方に通

知するよう努めなければならない。 
３ 前二項に定めるもののほか、前二項

の通知に関し必要な事項は、厚生労働省

令で定める。 

 
4．2 趣旨と内容 

4．2．1 趣旨 
化学物質による健康障害リスクへの対策

を講じるには、当該化学物質の有害性の質

や内容とこれの利用過程における曝露の程

度を正確に認識し、健康障害へのリスクを

的確に把握することが必要になる。このプ

ロセスで必要となる化学物質の有害性に関

する情報はその製造者やそれに近い流通業

者が保有していることが多いが、これが実

際に当該化学物質を利用するユーザーに正

しく伝わる仕組みを作ることが不可欠にな

る。化学物質の流通や利用手段のさらなる

複雑化、多様化が進む今日、この仕組みを整

備する必要性はより高まっている。 
本条は、こうした要請に応え、化学物質等

による労働者の健康障害リスクの低減に資

するよう、化学物質等を譲渡し、又は提供す

るときに、その有害性等に関する情報を、譲

渡し、又は提供する相手方に通知する義務

を当該物質の譲渡者・提供者に課したもの

である（平成 12 年 3 月 24 日基発第 162
号）。この仕組みは、一般に SDS（Safety 
Data Sheet: 安全データシート）制度（旧、

化学物質等安全データシート。Material 
Safety Data Sheet: MSDS）と呼ばれる。 
化学物質に関する情報の提供を義務づけ

る本条は、化学物質の譲渡又は提供の際に

容器又は包装に名称等の表示をすることを

譲渡者・提供者に義務づける法第 57 条と趣

旨を共通する部分がある。しかし法 57 条の

適用される場面が容器に入れ、又は包装し

て譲渡し、又は提供する場面に限定される

のに対し、本条はこれよりも対象が包括的

で、情報を掲載することができるスペース
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についても相対的に制約が少ないという特

徴を有する。この点で、本条は簡易で一覧的

な表示を行う第 57 条に対して、より詳細に

当該化学物質に関する情報を伝え、関連す

る情報を補完する役割を担っている。 
本条が SDS の交付を義務づける化学物

質（通知対象物）の範囲は、「労働者に危険

若しくは健康障害を生ずるおそれのある物

で政令で定めるもの」及び製造許可物質に

限定されているが、この範囲の適切さは常

に検討課題となる。新たな化学物質が日々

生まれるうえ、化学物質による健康障害が、

特別規則に基づいて規制される化学物質や

これ以外の SDS 交付義務のある化学物質

に該当しない化学物質からも数多く生じて

いる実態があるためである 71。化学物質を

利用する労働者には自身の身体健康を不当

に侵襲されない権利があり、事業者はこう

した権利を守るための安全衛生に係る措置

を講じる義務があるが、これらを実現する

には問題の化学物質の有害性に関する正確

な情報が不可欠である。 
また、化学物質の危険性が一定期間流通・

利用された後に初めて明らかになる場合も

ある。本条第 2 項は、SDS の修正を要する

 
71 例えば「職場における化学物質等の管理
のあり方に関する検討会」（座長・城内博
日本大学理工学部特任教授）では、注文者
から請負人への情報提供等が不十分である
こと等による災害事例として、次の例が紹
介され、一定の危険性や有害性が認められ
た化学物質に SDS交付義務の範囲を限定
する現行制度の課題が示されている。 
・GHS 分類では自己発熱性の危険性があ
るが SDS 交付等の規制のない硫化鉄を含

ような事態が生じた場合には、速やかに、譲

渡先・提供先にその旨を通知することを譲

渡者・提供者の努力義務としているが、この

取扱いの適切さも課題となる。修正内容の

通知が努力義務とされている理由の一つは

譲渡・提供後に再通知することの困難にあ

ると考えられるが、当該化学物質の有害性

とこれがもたらす危険性という点では本来

かならず伝えられなければならない情報で

ある。SDS に関する情報の一括的な管理や

ICT の活用等を通じた化学物質に関する

SDS を最新のものに更新、共有する仕組み

作りが課題となっている。現在、「GHS 対

応モデルラベル・モデル SDS 情報」が「職

場のあんぜんサイト 72」で公開され、GHS
に基づくSDS作成の際の参考情報として提

供されて、有害性に関する情報提供ととも

に、SDS 作成に係る負担を一部軽減するこ

とが試みられている。 
 

4．2．2 内容 
44．．22．．22．．11  通通知知対対象象物物  

 通知の対象とする物は、法第 56 条第 1 項

の製造許可物質、及び「労働者に危険若しく

は健康障害を生ずるおそれのある物で政令

むスラッジが堆積したタンクの清掃を請負
い､作業を行っていたが､当該清掃中に硫化
鉄が空気に触れ酸化､発熱･発火したもの｡
注文者と請負業者の作業要領には､スラッ
ジを湿潤に保つとの記載はあったが､請負
業者は硫化鉄の危険性､湿潤化の目的等を
認識していなかった（2017 年（平成 29
年）1 月発生、休業なし）｡ 
72 https://anzeninfo.mhlw.go.jp/（最終閲
覧日 2022 年 10月 10日）。 

－1348－



  分担研究報告書（長谷川 聡） 

63 
 

で定めるもの」すなわち、施行令 18 条の 2
に規定される以下の物である。 
 
一 別表第九に掲げる物 
二 別表第九に掲げる物を含有する製剤

その他の物で、厚生労働省令で定めるも

の 
三 別表第三第一号１から７までに掲げ

る物を含有する製剤その他の物（同号８

に掲げる物を除く。）で、厚生労働省令で

定めるもの。 
 
 なお、これらの物に加えて、安衛則第 24
条の 15 に基づいて、厚生労働大臣が指定し

た特定危険有害化学物質等に関しても同様

の通知をする努力義務が設定されている。 
 

44．．22．．22．．22  通通知知義義務務者者  
後述する通知対象者に対して通知義務を

負う者は、通知対象物を「譲渡し、又は提供

する者」である。通知対象物質が流通の過程

で所定の表示がされた容器から他の容器に

分割して譲渡又は提供される場合、この他

の容器に分割して譲渡又は提供する者が通

知義務者となる 73。 
 

44．．22．．22．．33  通通知知すすべべきき事事項項  
通知すべき事項は、本条第 1 項に列挙さ

れた事項である。再掲すると下記のように

なる。 
 
一 名称 
二 成分及びその含有量 

 
73 労務行政研究所編『労働安全衛生法』
（労務行政、2017年（平成 29 年））527

三 物理的及び化学的性質 
四 人体に及ぼす作用 
五 貯蔵又は取扱い上の注意 
六 流出その他の事故が発生した場合に

おいて講ずべき応急の措置 
七 前各号に掲げるもののほか、厚生労

働省令で定める事項 
 
この点の詳細は通達（平成 18 年 10 月 20

日基安化発第 1020001 号、平成 22 年 12 月

16 日基安化発 1216 第 1 号改正、令和 4 年

5月 31日基安化発 0531第 1号改正。以下、

4．2．2．3 において「通達」という）に規

定されている。この通達を軸に、以下、各号

の概要を整理する。 
なお、GHS 国連勧告と本条の記載項目と

の関係については、【【資資料料 11】】「「GGHHSS 国国連連勧勧

告告とと改改正正労労働働安安全全衛衛生生法法のの記記載載項項目目のの関関係係」」

参照。 
 

4．2．2．3．1 名称（第
1 号） 

「名称」は、化学物質等の名称を記載する

ことを意味する。ただし、製品名により含有

する化学物質等が特定できる場合において

は、当該製品名を記載することで足りる（通

達）。 
 

4．2．2．3．2 成分及び
その含有量（第 2 号） 

「成分及びその含有量」については、通知

対象物質が裾切値以上含有される場合、当

該通知対象物質の名称を列記するとともに、

頁。 
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その含有量についても記載する。また、ケミ

カルアブストラクツサービス登録番号

（CAS 番号）及び別名や、通知対象物質以

外の化学物質の成分の名称及びその含有量

についても、本項目に記載することが望ま

しい（通達）。 
成分の含有量については、施行令別表第

3 第 1 号 1 から 7 までに掲げる物及び令別

表第 9 に掲げる物ごとに重量パーセントを

通知しなければならない。本報告書執筆時

点においては、この場合における重量パー

セントの通知は、10 パーセント未満の端数

を切り捨てた数値と当該端数を切り上げた

数値との範囲をもつて行うことができる

（すなわち、1-9 パーセントを 10 パーセン

トとする処理と 0 パーセントとする処理の

双方が可能ということ）（安衛則第 34 条の

2 の 6）。重量パーセント（ベンゼンにあっ

ては、容量パーセント)以外の表記による含

有量の表記がなされているものについては、

重量パーセント（ベンゼンにあっては、容量

パーセント)への換算方法を明記していれ

ば重量パーセント(ベンゼンにあっては、容

量パーセント)による表記を行ったものと

みなされる（平成 12 年 3 月 24 日基発第

162 号）。 
なお、2024 年 4 月 1 日以降については、

この 10 パーセント刻みでの記載方法は廃

止され、正確な重量パーセントを記載しな

ければならない。但し、通知対象物であって

 
74 酸性・アルカリ性の程度。 
75 固体が液体になる温度。 
76 液体が固体になる温度。 
77 液体を蒸留させた際、凝縮管の下端から
留出液の最初の 1滴が落下した時の温度

製品の特性上含有量に幅が生じるもの等に

ついては、濃度範囲による記載も可能であ

る。重量パーセント以外の表記による含有

量の表記がなされているものについては、

前述した従来通りの換算方法を明記してい

れば、重量パーセントによる表記を行った

ものとみなされる。「成分及びその含有量」

が営業上の秘密に該当する場合については、

SDS 等にはその旨を記載の上、成分及びそ

の含有量の記載を省略し、秘密保持契約そ

の他事業者間で合意した情報伝達の方法に

より別途通知することも可能である（平成

18 年 10 月 20 日基安化発第 1020001 号、

令和 4 年 5 月 31 日基発 0531 第 9 号）。 
 

4．2．2．3．3 物理的及
び化学的性質（第 3号） 

「物理的及び化学的性質」については、通

達において、記載しなければならない情報

と、記載することが望ましい情報に分けて

規定されている。 
記載しなければならない情報は以下のと

おりである（通達）。 
 
ア 化学物質等の外観（物理的状態、形

状、色等） 
イ臭い 
ウｐＨ74 
エ 融点 75及び凝固点 76 
オ 沸点、初留点 77及び沸騰範囲 

（化学物質評価研究機構WEB サイト
（https://www.cerij.or.jp/service/14_JIS_c
ertification/boiling_point.html：最終閲覧
日 2022 年 10月 10 日））。沸点に等しい。 
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カ 引火点 
キ 燃焼又は爆発範囲の上限及び下限 
ク 蒸気圧 78 
ケ 蒸気密度 
コ 比重（相対密度） 
サ 溶解度 79 
シ ｎ－オクタノール／水分配係数 80 
ス 自然発火温度 
セ 分解温度 

 
次に、記載することが望ましい情報は以

下のとおりである。 
 
ア 臭いのしきい（閾）値 
イ 蒸発速度 
ウ 燃焼性（固体又はガスのみ） 
・放射性等、当該化学物質等の安全な

使用に関係するその他のデータ 
・測定方法 

 
なお、混合物において、混合物全体として

危険性の試験がなされていない場合には、

含有する通知対象物質の純物質としての情

報を、物質ごとに記載することで差し支え

ないこととされる（通達）。 
 

 
78 蒸気が示す圧力のこと。通常は飽和蒸気
圧（ある物体の液体や固体がその気体と平
衡状態にある場合のその気体の圧力）を指
す。 
79 一定温度下で 100gの水に溶ける硝酸カ
リウムの質量限界（g）のように、ある溶
質が一定量の溶媒に溶ける限界量。 
80 オクタノール（無色透明の物質）と水の
混合物に物質を溶解させたときのオクタノ

4．2．2．3．4 人体に及
ぼす作用（第 4号） 

「人体に及ぼす作用」は、化学物質等の有

害性を示すことを意味する。ここでは、取扱

者が化学物質等に接触した場合に生じる健

康への影響について、簡明かつ包括的な説

明を記載することが求められる。 
ここで記載する必要のある情報は、以下

のとおりである（通達）。 
 
ア 急性毒性 
イ 皮膚腐食性・刺激性 
ウ 眼に対する重篤な損傷・刺激性 
エ 呼吸器感作性又は皮膚感作性 
オ 生殖細胞変異原性 
カ 発がん性 
キ 生殖毒性 
ク 特定標的臓器毒性－単回ばく露 
ケ 特定標的臓器毒性－反復ばく露 
コ 吸引性呼吸器有害性 

 
また、ばく露直後の影響と遅発性の影響

とをばく露経路ごとに区別し、毒性の数値

的尺度を含めることが望ましい。混合物に

おいて、混合物全体として有害性の試験が

なされていない場合には、含有する通知対

ール中の物質濃度と水中の物質濃度の比 
をオクタノール/水分配係数といい、Kow
で表す。この値が大きいほど油脂に溶けや
すく、水に溶けにくい。すなわち生物体内
に蓄積しやすいことを示す（環境省「用語
解説」
（https://www.env.go.jp/chemi/pops/pam
ph/pdf/p10.pdf：最終閲覧日 2022 年 10月
10日））。 
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象物質の純物質としての有害性を、物質ご

とに記載することで差し支えない（通達）。 
GHS に従い分類した結果、分類の判断を

行うのに十分な情報が得られなかった場合

（以下「分類できない」という。）、GHS で

規定する危険有害性クラスから外れている

物理化学的危険性及び健康有害性のため当

該クラスでの分類の対象となっていない場

合（以下「分類対象外」という。例えば、「○

○性固体」という危険有害性クラスは、常態

が液体や気体のものについては分類の対象

とならない。）及び分類を行うのに十分な情

報が得られているものの、分類を行った結

果、GHS で規定する危険有害性クラスにお

いて最も低い危険有害性区分とする十分な

証拠が認められなかった場合（以下「区分

外」という。）のいずれかに該当することに

より、危険有害性クラス及び危険有害性区

分が決定されない場合は、GHS では当該危

険有害性クラスの情報は、必ずしも記載は

要しないとされているが、「分類できない」、

「分類対象外」、「区分外」の旨を記載するこ

とが望ましい（通達）。 
また、発がん性の分類にあたっては、発が

ん性が否定されること、又は発がん性が極

めて低いことが明確な場合を除き、「区分外」

の判定は慎重に行い、疑義があれば、「分類

できない」とする（通達）。 
なお、記載にあたっては、事業者向け

GHS 分類ガイダンスを参考にすることが

求められる（通達）。 
 

4．2．2．3．5 貯蔵又は
取扱い上の注意（第 5号） 

「貯蔵又は取扱い上の注意」として、次の

事項について記載する必要がある（通達）。 

 
（１）適切な保管条件、避けるべき保

管条件等 
（２）混合接触させてはならない化学

物質等（混触禁止物質）との分離を含め

た取扱い上の注意 
（３）管理濃度、厚生労働大臣が定め

る濃度の基準、許容濃度等 
（４）密閉装置、局所排気装置等の設

備対策 
（５）保護具の使用 
（６）廃棄上の注意及び輸送上の注意 

 
4．2．2．3．6 流出その
他の事故が発生した場合
において講ずべき応急の
措置（第 6号） 

「流出その他の事故が発生した場合にお

いて講ずべき応急の措置」として、次の事項

について記載する必要がある（通達）。 
 
（１）吸入した場合、皮膚に付着した

場合、眼に入った場合又は飲み込んだ場

合に取るべき措置等 
（２）火災の際に使用するのに適切な

消火剤又は使用してはならない消火剤 
（３）事故が発生した際の退避措置、

立ち入り禁止措置、保護具の使用等 
（４）漏出した化学物質等に係る回収、

中和、封じ込め及び浄化の方法並びに使

用する機材 
 

4．2．2．3．7 厚生労働
省令で定める事項（第 7
号） 

「厚生労働省令で定める事項」は、以下の
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とおりであり（安衛則第 34 条の 2 の 4）、
それぞれ記載する必要がある。 

 
一 法第 57 条の 2 第 1 項の規定による

通知を行う者の氏名（法人にあつては、その

名称）、住所及び電話番号 
化学物質等を譲渡し又は提供する者の情

報を記載するものであり、当該化学品の国

内製造・輸入業者の情報を、当該事業者の了

解を得た上で追記しても良いとされる。ま

た、緊急連絡電話番号、ファックス番号及び

電子メールアドレスも記載することが望ま

しい（通達）。 
 
二 危険性又は有害性の要約 
GHS に従った分類に基づき決定された

危険有害性クラス、危険有害性区分、絵表

示、注意喚起語、危険有害性情報及び注意書

きに対して GHS 附属書 3 又は JISZ7253
附属書 A により割り当てられた絵表示と文

言を記載する。なお、GHS に従った分類に

ついては、JISZ7252 及び事業者向け GHS
分類ガイダンスを参考にすること、また、

GHS に従った分類結果については、独立行

政法人製品評価技術基盤機構が公開してい

る「NITE 化学物質総合情報提供システム

(NITE―CHRIP)」、厚生労働省が作成し「職

場のあんぜんサイト」で公開している

「GHS 対応モデルラベル・モデル SDS 情

報」等を参考にすることとされる（通達）。 
混合物において、混合物全体として危険

性又は有害性の分類がなされていない場合

には、含有する通知対象物質の純物質とし

ての危険性又は有害性を、物質ごとに記載

することで差し支えない（通達）。 
GHS に従い分類した結果、「分類できな

い」又は「区分に該当しない」のいずれかに

該当することにより、危険有害性クラス及

び危険有害性区分が決定されない場合は、

GHS では当該危険有害性クラスの情報は、

必ずしも記載を要しないとされているが、

「分類できない」、「区分に該当しない」の旨

を記載することが望ましい。なお、記載にあ

たっては、事業者向け GHS 分類ガイダンス

を参考にすることとされる（通達）。 
標章は白黒の図で記載しても差し支えな

いこと。また、標章を構成する画像要素(シ
ンボル)の名称(「炎」、「どくろ」等)をもって

当該標章に代えても差し支えない（通達）。 
粉じん爆発危険性等の危険性又は有害性

についても記載することが望ましいこと。 
 
三 安定性及び反応性 
この点については、下記の事項を記載す

ることが求められている。 
(1) 避けるべき条件(静電放電、衝撃、振

動等) 
(2) 混触危険物質 
(3) 通常発生する一酸化炭素、二酸化炭

素及び水以外の予想される危険有害な分解

生成物 
 
四 適用される法令 
化学物質等に適用される法令の名称を記

載するとともに、当該法令に基づく規制に

関する情報を記載することとされる（通達）。 
 
五 その他参考となる事項 
安全データシート(SDS)等を作成する際

に参考とした出典を記載することが望まし

い。また、環境影響情報については、本項目

に記載することが望ましい（通達）。 
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なお、2024 年 4 月 1 日以降は、第 4 号に

「想定される用途及び当該用途における仕

様上の注意」が挿入され、現在の第 4 号及

び第 5 号が 1 つずつ繰り下がり、第 5 号及

び第 6 号となる。 
この「想定される用途及び当該用途にお

ける使用上の注意」は、譲渡提供者が譲渡又

は提供を行う時点で想定される内容を記載

することとされる。具体的には、JISZ7253：
2019 附属書Ｄ「Ｄ．２項目１－化学品及び

会社情報」の項目において記載が望ましい

とされている化学品の推奨用途及び使用上

の制限に相当する内容を記載することとさ

れる（平成 18 年 10 月 20 日基安化発第

1020001 号、令和 4 年 5 月 31 日基発 0531
第 9 号） 
譲渡提供を受けた相手方は、当該譲渡提

供を受けた物を想定される用途で使用する

場合には、当該用途における使用上の注意

を踏まえてリスクアセスメントを実施する

こととなるが、想定される用途以外の用途

で使用する場合には、使用上の注意に関す

る情報がないことを踏まえ、当該物の有害

性等をより慎重に検討した上でリスクアセ

スメントを実施し、その結果に基づく措置

を講ずる必要がある（令和 4 年 5 月 31 日

基発 0531 第 9 号）。 
 

44．．22．．22．．44  通通知知のの方方法法・・時時期期  
4．2．2．4．1 通知の方
法 

本条の通知は、文書（本条第 1 項、第 2
項）のほか、磁気ディスク、光ディスクその

他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を

用いた送信若しくは電子メールの送信又は

当該事項が記載されたホームページのアド

レス（二次元コードその他のこれに代わる

ものを含む。）及び当該アドレスに係るホー

ムページの閲覧を求める旨の伝達という方

法で行われなければならない（安衛則第 34
条の 2 の 3）。過去には、相手方が承諾した

通知方法を用いる必要があったが、2022 年

（同年 5 月 31 日施行）に、化学物質の危険

性・有害性に係る情報伝達がより円滑に行

われるようにするため改正された。電子メ

ールの送信により通知する場合は、送信先

の電子メールアドレスを事前に確認する等

により確実に相手方に通知できるよう配慮

すべきである（令和 4年 5月 31日基発 0531
第 9 号）。 

譲渡し、又は提供する者は、文書の交付以

外の方法により情報の通知を行った場合は、

相手方が情報を受け取ったことを確認する

ことが望ましい（平成 12 年 3 月 24 日基発

第 162 号）。 
通知は、譲渡し、又は提供する物ごとに行

わなければならない。ただし、譲渡し、又は

提供する物が混合物の場合、その中に成分

として 1％を超えて含まれているすべての

通知対象物個々について法第 57条の 2第 1
項第 3 号から第 6 号までの事項（第 3 号：

物理的及び化学的性質、第 4 号：人体に及

ぼす作用、第 5 号：貯蔵又は取扱い上の注

意、第 6 号：流出その他の事故が発生した

場合において講ずべき応急の措置）を通知

し、全体について同項第 1 号、第 2 号及び

第 7 号の事項（第 1 号：名称、第 2 号：成

分及びその含有量、第 7 号：厚生労働省令

で定める事項）を通知することにより、当該

物に係る通知が行われたものとして取り扱

ってよい（平成 12 年 3 月 24 日基発第 162
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号）。 
 

4．2．2．4．2 通知の時
期 

本条第 1 項の通知については、同項の通

知対象物を譲渡し、又は提供する時までに

行わなければならない。通知対象物を譲渡

され、提供される者が、その時点までに当該

通知対象物を受領するために必要な措置を

講じる時間的猶予を確保する趣旨である。

したがって、継続的に又は反復して譲渡し、

又は提供する場合において、既に当該通知

が行われているときは、この限りでない（安

衛則第 34 条の 2 の 5 第 1 項）。 
 

4．2．2．4．3 人体に及
ぼす作用の定期確認
（2023 年 4 月 1 日以降） 

また、2023 年 4 月 1 日以降については、

第 4 号の「人体に及ぼす作用」について、

直近の確認を行った日から起算して 5 年以

内ごとに１回、最新の科学的知見に基づき

記載内容の変更の要否を確認し、変更を行

う必要があると認めるときは、当該確認を

した日から１年以内に変更を行わなければ

ならない（安衛則第 34条の 2の 5第 2項）。

これは、「人体に及ぼす作用」については、

当該物質の有害性情報であり、リスクアセ

スメントの実施に当たって最も重要な情報

であることから、定期的な確認及び更新が

必要と解されたことによる（令和 4 年 5 月

31 日基発 0531 第 9 号）。定期確認及び更新

の対象となる SDS 等は、現に譲渡又は提供

を行っている通知対象物又は特定危険有害

化学物質等に係るものに限られ、既に譲渡

提供を中止したものに係る SDS 等まで含

む趣旨ではない（同前）。 
また、この変更を行ったときは、変更後の

同号の事項を、適切な時期に、譲渡し、又は

提供した相手方の事業者に通知し、文書若

しくは磁気ディスク、光ディスクその他の

記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用い

た送信若しくは電子メールの送信又は当該

事項が記載されたホームページのアドレス

（二次元コードその他のこれに代わるもの

を含む。）及び当該アドレスに係るホームペ

ージの閲覧を求める旨の伝達により、変更

後の当該事項を、当該相手方の事業者が閲

覧できるようにしなければならない（同条

第 3 項）。この再通知の対象とする、過去に

当該物を譲渡提供した相手方の範囲につい

ては、各事業者における譲渡提供先に関す

る情報の保存期間、当該物の使用期限等を

踏まえて合理的な期間とすれば足りる。再

通知の方法としては、各事業者で譲渡提供

先に関する情報を保存している場合に当該

情報を元に譲渡提供先に再通知する方法の

ほか、譲渡提供者のホームページにおいて

SDS等を更新した旨を分かりやすく周知し、

当該ホームページにおいて該当物質の SDS
等を容易に閲覧できるようにする方法等が

ある。確認の結果、ＳＤＳ等の更新の必要が

ない場合には、更新及び相手方への再通知

の必要はないが、各事業者においてＳＤＳ

等の改訂情報を管理する上で、更新の必要

がないことを確認した日を記録しておくこ

とが望ましい（以上、令和 4 年 5 月 31 日基

発 0531 第 9 号）。 
本規定の施行日において現に存する SDS

等については、施行日から起算して５年以

内（令和 10 年３月 31 日まで）に初回の確

認を行う必要がある。また、確認の頻度であ
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る「5 年以内ごとに 1 回」には、5 年より短

い期間で確認することも含まれる（以上、令

和 4 年 5 月 31 日基発 0531 第 9 号）。 
 

44．．22．．22．．55  主主ととししてて一一般般消消費費者者
のの生生活活のの用用にに供供さされれるる製製品品  

本条の通知義務は、但書の「主として一般

消費者の生活の用に供される製品として通

知対象物を譲渡し、又は提供する場合」には

生じない。「主として一般消費者の生活の用

に供される製品」は、以下のとおりである

（平成 12 年 3 月 24 日基発第 162 号）。 
 
イ 薬事法(昭和 35年法律第 145号)に

定められている医薬品、医薬部外品及び

化粧品 
ロ 農薬取締法(昭和 23 年法律第 125

号)に定められている農薬 
ハ 労働者による取扱いの過程におい

て固体以外の状態にならず、かつ、粉状

又は粒状にならない製品 
ニ 通知対象物が密封された状態で取

り扱われる製品 
 
4．3 関連規定 

4．3．1 法条 
44．．33．．11．．11  厚厚生生労労働働大大臣臣がが指指定定
ししたた特特定定危危険険有有害害化化学学物物質質等等  

本条の通知対象物以外の物であっても、

厚生労働大臣が指定した特定危険有害化学

物質等 81については、本条と同様の通知を

する努力義務が譲渡者・提供者に課されて

 
81 GHS(JIS Z 7253)に従った化学物質の分
類上、危険有害性を有するもののうち SDS
交付対象物質（政令指定物質と製造許可対

いる。 
 
安衛則第二十四条の十五 特定危険有害

化学物質等（化学物質、化学物質を含有

する製剤その他の労働者に対する危険又

は健康障害を生ずるおそれのある物で厚

生労働大臣が定めるもの（法第五十七条

の二第一項に規定する通知対象物を除

く。）をいう。以下この条及び次条におい

て同じ。）を譲渡し、又は提供する者は、

文書の交付又は相手方の事業者が承諾し

た方法により特定危険有害化学物質等に

関する次に掲げる事項（前条第二項に規

定する者にあつては、同条第一項に規定

する事項を除く。）を、譲渡し、又は提供

する相手方の事業者に通知するよう努め

なければならない。 
一 名称 
二 成分及びその含有量 
三 物理的及び化学的性質 
四 人体に及ぼす作用 
五 貯蔵又は取扱い上の注意 
六 流出その他の事故が発生した場合に

おいて講ずべき応急の措置 
七 通知を行う者の氏名（法人にあつて

は、その名称）、住所及び電話番号 
八 危険性又は有害性の要約 
九 安定性及び反応性 
十 適用される法令 
十一 その他参考となる事項 
２ 特定危険有害化学物質等を譲渡し、

又は提供する者は、前項の規定により通

象物質）を除いたもので、特化則の規制対
象となる特化物などとは異なる。 
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知した事項に変更を行う必要が生じたと

きは、文書の交付又は相手方の事業者が

承諾した方法により、変更後の同項各号

の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供し

た相手方の事業者に通知するよう努めな

ければならない。 
  

44．．33．．11．．22  化化管管法法  
本条が導入された後、SDS の交付を事業

者に求める法として化管法（特定化学物質

の環境への排出量の把握等及び管理の改善

の促進に関する法律、化学物質排出把握管

理促進法）が制定された。化管法は、環境の

保全上の支障を未然に防止することを目的

とする点で、労働者の保護を主目的とする

本法と異なる。 
化管法の SDS 交付義務者は、指定化学物

質等取扱事業者であって他の事業者にそれ

を譲渡提供する者である。指定化学物質等

取扱事業者とは、指定化学物質（第一種指定

化学物質と第二種指定化学物質）の製造事

業者や当該物質や特定の含有製品の取扱い

事業者等（輸入業者、販売業者、業務上取扱

者も含むと解される）を指す（化管法第 2 条

第 5 項、第 6 項）。適用事業者は、国内の他

の事業者に右譲渡又は提供する時までに、

SDSを事前に提供することを義務づけられ

る。SDS に記載する事項は、①指定化学物

質又は製品の名称、指定化学物質等取扱事

業者の氏名又は名称、住所及び連絡先、②危

険有害性の要約、③製品が含有する第一種

指定化学物質又は第二種指定化学物質の名

称及びその含有率（有効数字 2 桁）、④指定

化学物質等により被害を受けた者に対する

応急措置、⑤指定化学物質等を取り扱う事

業所において火災が発生した場合に必要な

措置、⑥指定化学物質等が漏出した際に必

要な措置、⑦指定化学物質等の取扱い上及

び保管上の注意、⑧指定化学物質等を取り

扱う事業所において人が当該指定化学物質

等に暴露されることの防止に関する措置、

⑨指定化学物質等の物理的化学的性状、⑩

指定化学物質等の安定性及び反応性項目、

⑪指定化学物質等の有害性、⑫指定化学物

質等の環境影響項目、⑬指定化学物質等の

廃棄上の注意項目、⑭指定化学物質等の輸

送上の注意、⑮指定化学物質等について適

用される法令、⑯指定化学物質等取扱い事

業者が必要と認める事項、である。 
 

44．．33．．11．．33  毒毒劇劇法法  
事業者に SDS の提供を義務づける法と

して、ほかに毒劇法（毒物及び劇物取締法）

がある。毒劇法は、日常流通する有用な化学

物質のうち、主として急性毒性による健康

被害が発生するおそれが高い物質を毒物又

は劇物に指定し、保健衛生上の見地から必

要な規制を行うことを目的とする法であり、

労働者の保護を主目的とする本法とは異な

る。 
SDS を提供する義務を負うのは、毒物劇

物の製造業者や輸入業者、販売業者、業務上

取扱者である。SDS提供義務が生じる毒物・

劇物とは、それぞれ毒劇法別表第 1、毒物及

び劇物指定令第 1 条に記載されている物質、

毒劇法別表第 2、毒物及び劇物指定令第 2条

に記載されている物質である。こうした毒

物又は劇物を販売又は授与する場合に、

SDS 提供義務が生じる。但し、一回につき

200 ミリグラム以下の劇物を販売し、又は

授与する場合や、毒物及び劇物取締法施行

令別表第一の上欄に掲げる物を主として生
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活の用に供する一般消費者に対して販売し、

又は授与する場合には SDS 提供義務は生

じない。 
SDS に記載しなければならないのは、①

情報を提供する毒物劇物営業者の氏名（名

称）及び住所（所在地）、②名称並びに成分

及びその含量、③応急措置、④火災時の措

置、⑤漏出時の措置、⑥取扱い及び保管上の

注意、⑦暴露の防止及び保護のための措置、

⑧物理的及び化学的性質、⑨安定性及び反

応性、⑨毒性に関する情報、⑩廃棄上の注

意、⑪輸送上の注意、⑫毒物又は劇物の別

82、である。 
 
4．4 沿革 

4．4．1 制度史 
安

衛

法 

本条に相当する定めは、労基法や

旧安衛則には存在しなかった。本条

が制定されたのは、本法が明文化（昭

和 47 年（1972 年））された後、「労

働安全衛生法及び作業環境測定法の

一部を改正する法律」（平成 11 年 5
月 21 日法律第 45 号）によってであ

る。 
 
○「労働安全衛生法の一部を改正す

る法律」（平成 17 年 11 月 2 日法律

第 108 号）による改正 
その後本条は、上記法律に基づい

て改正された。その内容は、危険を

生ずるおそれのある物で、政令で定

めるものを、その譲渡又は提供に際

して相手方にその名称等を文書の交

 
82 一般的には、医薬品等であって毒性が強
いものが毒物、医薬品等以外であって毒性

付等の方法により通知しなければな

らない物に追加する、というもので

ある。この改正は、「化学品の分類及

び表示に関する世界調和システム

（The Globally Harmonized System 
of Classification and Labelling of 
Chemicals: GHS）」に関する国連勧

告を受けて行われたものである。 
 

○「労働安全衛生法の一部を改正す

る法律」（平成 26 年 6 月 25 日法律

第 82 号）による改正 
その後、上記法律に基づき、「この

条」の次に「及び次条第一項」を加

える改正が行われた。この改正では、

本条の次に現行の法第 57 条の 3 を

追加する改正が行われており、同条

第 1 項は通知対象物を有害性等の調

査の対象とするものであった。前述

した本条の改正は、両者の間での重

複的な記述を避けるとともに、両者

の規制対象の異同を分かりやすくし

た意味を持つものといえる。 
 

4．4．2 背景になった災害等 
「労働安全衛生法及び作業環境測定法の

一部を改正する法律」（平成 11 年 5 月 21 日

法律第 45 号）に基づく本条の制定にあたっ

ては、化学物質による労働災害が依然とし

て多く発生している実態の中で、化学物質

の有害性の情報が伝達されていないことや

化学物質管理の方法が確立していないこと

が主原因となって発生した労働災害があわ

が若干弱いものを劇物と呼んでいる。 
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せて半数以上を占めており、こうした労働

災害を防止するためには、労働現場におけ

る化学物質の有害性の情報を確実に伝達し、

この情報を元に労働現場において、化学物

質を適正に管理することが重要であること

が指摘されていた 83。 
このように化学物質の供給者等が必要な

情報をユーザーに提供することの重要性は、

国際的には「職場における化学物質の使用

の安全に関する条約」（1990年（平成2年）、

ILO 第 170 号条約。日本は未批准）等の形

で広く認識され、当時 MSDS 制度の法制化

が国際的に要請されつつある段階にあった。

また、国内においては、1998 年（平成 10
年）10 月に、和歌山県において夏祭りで作

られたカレーに亜ヒ酸を入れることで 4 人

の死者を発生させた和歌山毒物カレー事件

が発生し、毒物管理の重要性が社会的に強

く認識される事態が生じていた。 
「労働安全衛生法の一部を改正する法律」

（平成 17 年 11 月 2 日法律第 108 号）によ

る改正は、「化学品の分類及び表示に関する

世界調和システム」に関する国連勧告を受

けて行われた。この点については 3．4．4．
2 参照。 
 
4．5 運用 

4．5．1 適用の実際 
令和 3 年の「労働安全衛生調査（実態調

査）」の概況」によれば、法第 57 条の 2 に

該当する化学物質を製造又は譲渡・提供し

ている事業所のうち、すべての製品に SDS

 
83 労務行政研究所編『労働安全衛生法』
（労務行政、2017年（平成 29 年））87
頁。 

を交付している事業所の割合は 74.5%であ

り、前年調査（71.5%）と比較すると微増し

ている。同条の事業所には該当しないが、危

険有害性がある化学物質（安衛則第 24条 15
で譲渡・提供者に危険有害性の通知が努力

義務とされている化学物質）を製造又は譲

渡・提供している事業所のうち、すべての製

品に SDS を交付している事業所の割合は

77.9%となっている。前年調査（62.2%）と

比較すると 15pt 以上の増加が見られる。本

条の完全な遵守には到達していないが、遵

守状況は改善傾向にある。 
SDS は、事業者や労働者が当該化学物質

の性質を理解することに役立つほか、ラベ

ル表示と同様、臨検監督時に当該化学物質

に関する情報を得て、有機則、特化則、鉛則

などの適用や、化学物質に関するリスクア

セスメントの実施の有無について確認する

ための資料としても活用される。この点で、

的確な SDS の交付は、臨検監督の効率性を

高める意義を有している 84。 
SDS を web で公開、交付することが認め

られるようになるなど、本条は徐々に社会

に浸透し、本条を遵守するコストも小さく

なりつつある。他方で、事業者が法律を知ら

ない、提供者から事業者に対して SDS が交

付されないなど、SDS が備え付けられてい

ない事業者がなお存在する実態を引き続き

改善していくことが求められている 85。 
また、SDS を確実にユーザーに届け、活

用する仕組みの構築も課題となっている。

メーカー等、供給事業者が当該化学物質を

84 玉泉委員発言。 
85 篠原委員発言。 
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利用する事業者にSDSを提供することが担

保されたとしても、その事業者が SDS をフ

ァイリングするだけの状態になり、現場労

働者が容易にこれらを閲覧することができ

ない状態になり、SDS の情報が現場で活用

されない状態になることも少なくない。化

学物質を取り扱う労働者に当該化学物質の

SDS を周知することは法第 101 条第 4 項に

より事業者に義務付けられていることから、

まずこの義務の的確な履行を図ると共に、

周知にとどまらないSDSよる衛生教育を確

実に実施することが求められている 86。 
 

4．5．2 関連判例 
 なし。 
 
4．6 その他 

4．6．1 罰則 
なし。 

 
4．6．2 民事上の効力 

 本条は、通知対象物の譲渡者・提供者に行

政上の義務を課したものであり、本条に違

反して SDS を提供しなかったことが直ち

に譲渡者・提供者に民事上の責任を生じさ

せるものではない。しかし、譲渡者・提供者

が化学物質の有害性等必要な情報を譲渡

先・提供先に適切に伝えなかったことと関

連して譲渡先・提供先に損害が発生した場

合、この損害に関する譲渡者・提供者の過失

を根拠付ける事実の一つとして SDS の不

提供が考慮される余地はある。 
 

 
86 篠原委員発言。 

4．6．3 資料 
資料は、本稿（危険物及び有害物に関する

規制）の最後に掲載する。 
【【資資料料 11】】「「GGHHSS国国連連勧勧告告とと改改正正労労
働働安安全全衛衛生生法法のの記記載載項項目目のの関関係係
（（「「化化学学物物質質のの表表示示・・文文書書交交付付制制度度
ののああららまましし」」（（厚厚労労省省、、都都道道府府県県労労
働働局局、、労労働働基基準準監監督督署署））））  
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5．第 57 条の 3（第五十七条第一項の

政令で定める物及び通知対象物につ

いて事業者が行うべき調査等） 

5．1 条文 
第五十七条の三 事業者は、厚生労働省

令で定めるところにより、第五十七条第

一項の政令で定める物及び通知対象物に

よる危険性又は有害性等を調査しなけれ

ばならない。 
２ 事業者は、前項の調査の結果に基づ

いて、この法律又はこれに基づく命令の

規定による措置を講ずるほか、労働者の

危険又は健康障害を防止するため必要な

措置を講ずるように努めなければならな

い。 
３ 厚生労働大臣は、第二十八条第一項

及び第三項に定めるもののほか、前二項

の措置に関して、その適切かつ有効な実

施を図るため必要な指針を公表するもの

とする。 
４ 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、

事業者又はその団体に対し、必要な指導、

援助等を行うことができる。 
 
5．2 趣旨と内容 

5．2．1 趣旨 
化学物質には極めて多様な種類があり、

危険・有害な物質に対する個別規制対象外

の物質であっても、使用量や使用法によっ

ては労働者の安全や健康に害を及ぼすおそ

 
87 労務行政研究所編『労働安全衛生法』
（労務行政、2017年（平成 29 年））532

れがある。本条は、こうした問題状況に対処

するために、事業者に化学物質に関するリ

スクアセスメントの実施を義務づけたもの

である 87。 
本法のほかにリスクアセスメントの実施

に言及する規定として、法第 28 条の 2 があ

る。同条は、事業者に対し、危険有害性を有

する全ての化学物質についてリスクアセス

メントを実施する努力義務を課す。これに

対し本条は、「第 57 条第 1 項の政令で定め

る物及び通知対象物」に該当する特定の化

学物質について、事業者にリスクアセスメ

ントの実施を義務づける。法第 57 条に基づ

く表示等や法第 57 条の 2 に基づく文書交

付等による事前対応をふまえて、危険物・有

害物の利用段階において個別利用状況に即

したアセスメントを義務づけ、利用する化

学物質等の危険性や有害性を予め把握した

上でその取扱を確定していくことが期待さ

れている。使用者が安全配慮義務を負うこ

とは、職場に安全健康に対するリスクが存

在しないかを確認すること－リスクアセス

メント－を含んでいるといえる。近年、化学

物質管理の仕組みは、個別具体的な規制か

ら、事業主による自律的な管理へと舵を切

りつつあり、リスクアセスメントへの注目

度は高まりつつある。 
 

5．2．2 内容 
55．．22．．22．．11  調調査査対対象象物物  

本条に基づくリスクアセスメントの対象

は、「第 57 条第 1 項の政令で定める物及び

通知対象物」である。これは、具体的には、

頁。 
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表示対象物及び通知対象物である物質を意

味する（平成 27 年 8 月 3 日基発 0803 第 2
号。以下本項目の記述は同じ通達を基礎と

する）。 
これらの物質以外の物や表示対象物の裾

切り値未満の物又は通知対象物の裾切り値

未満の物については、同項に規定するリス

クアセスメントの義務の対象とはならない。

しかし、これらの物は、法第 28 条の 2 第 1
項のリスクアセスメントの努力義務の対象

となるものであるため、これらの物に係る

リスクアセスメントについても引き続き実

施するよう努める必要がある。 
主として一般消費者の生活の用に供され

る製品については、法第 57 条第 1 項の表示

義務及び法第 57 条の 2 第 1 項の文書交付

義務の対象から除かれていることから、法

第 57 条の 3 第 1 項に基づくリスクアセス

メントの対象からも除くこととされた。な

お、安衛則第 34 条の 2 の 7 第 1 項（本条

所定のリスクアセスメントを実施する時期

に関する定め）に適用除外として規定され

る「主として一般消費者の生活の用に供さ

れる製品」には、法第 57 条第 1 項但書及び

法第 57 条の 2 第 1 項但書と同様のものが

含まれる。 
 

55．．22．．22．．22  調調査査のの実実施施時時期期  
本条に基づくリスクアセスメントは、「厚

生労働省令で定めるところにより」行われ

る必要がある。これを受けて安衛則第 34 条

の 2 の 7 が規定されている。 
まず、リスクアセスメントは、以下に掲げ

る時期に行うものとされる（安衛則第 34 条

の 2 の 7 第 1 項）。 
 

一 令第 18 条各号に掲げる物（表示対

象物）及び法第 57 条の 2 第 1 項に規定

する通知対象物（以下「調査対象物」とい

う。）を原材料等として新規に採用し、又

は変更するとき。 
二 調査対象物を製造し、又は取り扱

う業務に係る作業の方法又は手順を新規

に採用し、又は変更するとき。 
三 前 2 号に掲げるもののほか、調査

対象物による危険性又は有害性等につい

て変化が生じ、又は生ずるおそれがある

とき。 
 
この規定（安衛則第 34 条の 2 の 7 第 1

項）によれば、従来から取り扱っている物質

を、作業手順や使用する設備機器等を変更

することなく、従来どおりの方法で取り扱

う作業については、施行時点において本条

第 1 項に規定するリスクアセスメントの義

務の対象とはならない。しかし、過去にリス

クアセスメントを行ったことがない場合等

には、事業主は計画的にリスクアセスメン

トを行うことが望ましい（平成 27 年 8 月 3
日基発 0803 第 2 号）。職場環境が随時変化

することをふまえれば、定期的にリスクア

セスメントを実施することが望ましい。 
 

55．．22．．22．．33  調調査査のの実実施施方方法法  
本条第 1 項のリスクアセスメントは、調

査対象物を製造し、又は取り扱う業務ごと

に、次に掲げるいずれかの方法により、又は

これらの方法の併用により行わなければな

らない。ただし、リスクアセスメントのうち

危険性に係るものについては、第 1 号又は

第 3 号（第 1 号に係る部分に限る。）に掲げ

る方法に限られる（安衛則第 34 条の 2 の 7
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第 2 項）。 
 
一 当該調査対象物が当該業務に従事

する労働者に危険を及ぼし、又は当該調

査対象物により当該労働者の健康障害を

生ずるおそれの程度及び当該危険又は健

康障害の程度を考慮する方法 
二 当該業務に従事する労働者が当該

調査対象物にさらされる程度及び当該調

査対象物の有害性の程度を考慮する方法 
三 前二号に掲げる方法に準ずる方法 

 
第 1 号の方法は、危険性又は有害性に応

じて負傷又は疾病の生じる可能性の度合い

と重篤度を見積もるもの、第 2 号の方法は、

有害性に着目して実際の曝露量又は推定値

と暴露限界（管理濃度や許容濃度、ばく露限

界値等）とを比較してリスクを見積もるも

の、第 3 号は、リスクアセスメントの対象

物質に特別規則によりすでに個別の措置が

義務づけられている物質が含まれているこ

とを考慮し、特別規則の規定の履行状況を

確認することなどをもってリスクアセスメ

ントを実施したこととするものである（平

成 27 年 8 月 3 日基発 0803 第 2 号）。 
本条に基づくリスクアセスメントは、条

文上は「危険性又は有害性等の調査」とされ

ているが、危険性又は有害性のいずれかに

ついてのみリスクアセスメントを行うとい

う趣旨ではなく、調査対象物の有する危険

性又は有害性のクラス及び区分（日本工業

規格 Z7253（GHS に基づく化学品の危険有

害性情報の伝達方法―ラベル、作業場内の

表示及び安全データシート（SDS)（以下

「JISZ7253」という。）の附属書 A（A．4 
を除く。）の定めにより危険有害性クラス

（引火性液体のような物理化学的危険性及

び発がん性、急性毒性のような健康有害性

の種類をいう。）、危険有害性区分（危険有害

性の強度をいう。）に応じて、必要なリスク

アセスメントを行うべきものであり、調査

対象物によっては危険性と有害性の両方に

ついてリスクアセスメントが必要な場合も

あり得る（平成 27 年 8 月 3 日基発 0803 第

2 号）。 
 また、例えば、当該作業工程が密閉化、

自動化等されていることにより、労働者が

調査対象物にばく露するおそれがない場合

であっても、調査対象物が存在する以上は、

リスクアセスメントを行う必要がある。そ

の場合には、当該作業工程が、密閉化、自動

化等されていることにより労働者が調査対

象物にばく露するおそれがないことを確認

すること自体が、リスクアセスメントに該

当する（平成 27 年 8 月 3 日基発 0803 第 2
号）。 
 

55．．22．．22．．44  調調査査結結果果のの周周知知  
 事業者は、調査を行つたときは、次に掲げ

る事項を、調査対象物を製造し、又は取り扱

う業務に従事する労働者に周知させなけれ

ばならない（安衛則第 34 条の 2 の 8 第 1
項）。 
 
一 当該調査対象物の名称 
二 当該業務の内容 
三 当該調査の結果 
四 当該調査の結果に基づき事業者が講

ずる労働者の危険又は健康障害を防止す

るため必要な措置の内容 
 
 なお、2023 年 4 月 1 日以降については、
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これらの事柄について記録を作成し、次に

リスクアセスメントを行うまでの期間保存

することが必要になる。この期間は、リスク

アセスメントを行った日から起算して 3 年

以内に当該リスクアセスメント対象物につ

いてリスクアセスメントを行ったときは 3
年間である。これによりリスクアセスメン

トの結果を活用・検証する基盤が充実する

とともに、リスクアセスメントの実施状況

を行政が確認するときの手がかりも充実す

ることになる。（令和 4 年 5 月 31 日基発

0531 第 9 号、一部改正・令和 4 年 9 月 7 日

基発 0907 第 1 号）さらに表現上の改正で

あるが、「調査」の文言が「リスクアセスメ

ント」に置き換わる。 
 また、この周知は、次に掲げるいずれかの

方法により行うものとする（安衛則第 34 条

の 2 の 8 第 2 項）。 
 
一 当該調査対象物を製造し、又は取り

扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示

し、又は備え付けること。 
二 書面を、当該調査対象物を製造し、

又は取り扱う業務に従事する労働者に交

付すること。 
三 磁気テープ、磁気ディスクその他こ

れらに準ずる物に記録し、かつ、当該調

査対象物を製造し、又は取り扱う各作業

場に、当該調査対象物を製造し、又は取

り扱う業務に従事する労働者が当該記録

の内容を常時確認できる機器を設置する

こと。 
 
 こちらについても、2023 年 4 月 1 日以降

は、「調査」が「リスクアセスメント」に、

「磁気テープ、磁気ディスクその他これら

に準ずる物」が、「磁気ディスク、光ディス

クその他の記録媒体」置き換わる改正が行

われる。 
 

55．．22．．22．．55  化化学学物物質質管管理理者者及及びび
保保護護具具着着用用管管理理責責任任者者のの選選任任
（（22002244 年年（（令令和和 66年年））44月月 11日日以以
降降））  

5．2．2．5．1 化学物質
管理者の選任 

 
55．．22．．22．．55．．11．．11  選選任任

義義務務  
事業者は、本条に基づくリスクアセスメ

ントをしなければならない施行令第 18 条

各号に掲げる物及び法第 57 条の 2 第 1 項

に規定する通知対象物（以下「リスクアセス

メント対象物」）を製造し、又は取り扱う事

業場ごとに、化学物質管理者を選任し、その

者に当該事業場における後述の化学物質の

管理に係る技術的事項を管理させなければ

ならない（安衛則第 12 条の 5 第 1 項）。 
なお、衛生管理者の職務は、事業場の衛生

全般に関する技術的事項を管理することで

あり、また有機溶剤作業主任者といった作

業主任者の職務は、個別の化学物質に関わ

る作業に従事する労働者の指揮等を行うこ

とであり、それぞれ選任の趣旨が異なるが、

化学物質管理者が、化学物質管理者の職務

の遂行に影響のない範囲で、これらの他の

法令等に基づく職務等と兼務することは差

し支えない（令和 4 年 5 月 31 日基発 0531
第 9 号、一部改正・令和 4 年 9 月 7 日基発

0907 第 1 号）。 
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55．．22．．22．．55．．11．．22  管管理理

対対象象事事項項  
 化学物質管理者の管理対象事項は以下の

とおりである（安衛則第12条の5第1項）。 
 
一 法第五十七条第一項の規定による表

示、同条第二項の規定による文書及び法

第五十七条の二第一項の規定による通知

に関すること。 
二 リスクアセスメントの実施に関する

こと。 
三 第五百七十七条の二第一項及び第二

項の措置その他法第五十七条の三第二項

の措置の内容及びその実施に関するこ

と。 
四 リスクアセスメント対象物を原因と

する労働災害が発生した場合の対応に関

すること 88。 
五 第三十四条の二の八第一項各号の規

定によるリスクアセスメントの結果の記

録の作成及び保存並びにその周知に関す

ること。 
六 第五百七十七条の二第十一項の規定

による記録の作成及び保存並びにその周

知に関すること。 
七 第一号から第四号までの事項の管理

を実施するに当たつての労働者に対する

 
88 実際に労働災害が発生した場合の対応の
みならず、労働災害が発生した場合を想定
した応急措置等の訓練の内容やその計画を
定めること等も含まれる（令和 4年 5 月
31 日基発 0531 第 9 号）。 
89 必要な教育の実施における計画の策定 
等の管理を求めるもので、必ずしも化学物
質管理者自らが教育を実施することを求め

必要な教育に関すること 89。 
 
本規定の「リスクアセスメント対象物を

製造し、又は取り扱う」には、例えば、リス

クアセスメント対象物を取り扱う作業工程

が密閉化、自動化等されていることにより、

労働者が当該物にばく露するおそれがない

場合であっても、リスクアセスメント対象

物を取り扱う作業が存在する以上、含まれ

ること。ただし、一般消費者の生活の用に供

される製品はリスクアセスメントの対象か

ら除かれているため、それらの製品のみを

取り扱う事業場は含まれない。また、密閉さ

れた状態の製品を保管するだけで容器の開

閉等を行わない場合や、火災や震災後の復

旧、事故等が生じた場合の対応等、応急対策

のためにのみ臨時的にリスクアセスメント

対象物を取り扱うような場合は、「リスクア

セスメント対象物を製造し、又は取り扱う」

には含まれない（令和 4 年 5 月 31 日基発

0531 第 9 号）。 
ただし、法第 57 条第 1 項の規定による表

示（表示する事項及び標章に関することに

限る。）、同条第 2 項の規定による文書の交

付及び法第 57 条の 2 第 1 項の規定による

通知（通知する事項に関することに限る。）

（以下この項目において「表示等」）並びに

るものではなく、労働者に対して外部の教
育機関等で実施している必要な教育を受け
させること等を妨げるものではない。ま
た、本規定の施行の前に既に雇い入れ教育
等で労働者に対する必要な教育を実施して
いる場合には、施行後に改めて教育の実施
を求める趣旨ではない（令和 4 年 5月 31
日基発 0531 第 9号）。 
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第 7 号に掲げる事項（表示等に係るものに

限る。以下この項目において「教育管理」）

を、当該事業場以外の事業場（以下この項目

において「他の事業場」）において行ってい

る場合においては、表示等及び教育管理に

係る技術的事項については、他の事業場に

おいて選任した化学物質管理者に管理させ

なければならない（安衛則第 12 条の 5 第 1
項但書）。「他の事業場において行っている

場合」とは、例えば、ある工場でリスクアセ

スメント対象物を製造し、当該工場とは別

の事業場でラベル表示の作成を行う場合等

のことをいい、その場合、当該工場と当該事

業場それぞれで化学物質管理者の選任が必

要となる。これは、工場、店社等の事業場単

位で選任することを義務づけたものであり、

したがって、例えば、建設工事現場における

塗装等の作業を行う請負人の場合、一般的

に、建設現場での作業は出張先での作業に

位置づけられるが、そのような出張作業先

の建設現場にまで化学物質管理者の選任を

求める趣旨ではない（以上、令和 4 年 5 月

31 日基発 0531 第 9 号）。 
また、リスクアセスメント対象物の譲渡

又は提供を行う事業場についても、前述の

リスクアセスメント対象物を製造し、又は

取り扱う事業場を除くその者に当該事業場

における表示等及び教育管理に係る技術的

事項を管理させなければならない。ただし、

表示等及び教育管理を、当該事業場以外の

事業場（以下この項において「他の事業場」

という。）において行っている場合において

は、表示等及び教育管理に係る技術的事項

については、他の事業場において選任した

化学物質管理者に管理させなければならな

い（安衛則第 12 条の 5 第 2 項）。 

 
55．．22．．22．．55．．11．．33  選選任任

要要件件・・資資格格  
化学物質管理者の選任は、化学物質管理

者を選任すべき事由が発生した日から 14
日以内に選任すること（安衛則第 12 条の 5
第 3 項 1 号）、次に掲げる事業場の区分に応

じ、それぞれに掲げる者のうちから選任す

ること、すなわち、リスクアセスメント対象

物を製造している事業場については、厚生

労働大臣が定める化学物質の管理に関する

講習を修了した者又はこれと同等以上の能

力を有すると認められる者（同項 2 号イ）、

イに掲げる事業場以外の事業場については、

イに定める者のほか、第 1 項各号の事項を

担当するために必要な能力を有すると認め

られる者（同項 2 号ロ）、という条件を満た

して行われなければならない。 
本項第 2 号イの「厚生労働大臣が定める

化学物質の管理に関する講習」は、厚生労働

大臣が定める科目について、自ら講習を行

えば足りるが、他の事業者の実施する講習

を受講させることも差し支えない。また、

「これと同等以上の能力を有すると認めら

れる者」については、本項第 2 号イの厚生

労働大臣が定める化学物質の管理に関する

講習に係る告示と併せて、おって示すもの

とされる。本項第 2 号ロの「必要な能力を

有すると認められる者」とは、安衛則第 12
条の５第１項各号の事項に定める業務の経

験がある者が含まれる。また、適切に業務を

行うために、別途示す講習等を受講するこ

とが望ましい（令和 4年 5月 31日基発 0531
第 9 号、一部改正・令和 4 年 9 月 7 日基発

0907 第 1 号）。 
化学物質管理者については、その職務を
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適切に遂行するために必要な権限が付与さ

れる必要があるため、事業場内の労働者で、

相応するそれらの権限を有する役職に就い

ている者から選任されるべきである。また、

同じ事業場で化学物質管理者を複数人選任

し、業務を分担することも差し支えないが、

その場合、業務に抜け落ちが発生しないよ

う、業務を分担する化学物質管理者や実務

を担う者との間で十分な連携を図る必要が

ある。なお、化学物質管理者の管理の下、具

体的な実務の一部を化学物質管理に詳しい

専門家等に請け負わせることは可能である

（以上、令和 4 年 5 月 31 日基発 0531 第 9
号）。 

また、事業者は、化学物質管理者を選任し

たときは、当該化学物質管理者に対し、前掲

の囲みに記載の各事項（安衛則第 12 条の 5
第 1 項各号）をなし得る権限を与え（安衛

則第 12 条の 5 第 4 項）、当該化学物質管理

者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示す

ること等により関係労働者に周知させなけ

ればならない（同条第 5 項）。「事業場の見

やすい箇所に掲示すること等」の「等」には、

化学物質管理者に腕章を付けさせる、特別

の帽子を着用させる、事業場内部のイント

ラネットワーク環境を通じて関係労働者に

周知する方法等が含まれる（令和 4 年 5 月

31 日基発 0531 第 9 号）。 
 

5．2．2．5．2 保護具着
用管理責任者の選任 
55．．22．．22．．55．．22．．11  選選任任

義義務務・・管管理理対対象象事事項項  
前項目に従って化学物質管理者を選任し

た事業者は、リスクアセスメントの結果に

基づく措置として、労働者に保護具を使用

させるときは、保護具着用管理責任者を選

任し、次に掲げる事項を管理させなければ

ならない（安衛則第 12 条の 6 第 1 項）。 
 
一 保護具の適正な選択に関すること。 
二 労働者の保護具の適正な使用に関す

ること。 
三 保護具の保守管理に関すること。 

 
 これらの職務を行うに当たっては、平成

17 年２月７日付け基発第 0207006 号「防

じんマスクの選択、使用等について」、平成

17 年２月７月付け基発第 0207007 号「防

毒マスクの選択、使用等について」及び平成

29 年１月 12 日付け基発 0112 第６号「化学

防護手袋の選択、使用等について」に基づき

対応する必要があることに留意する必要が

ある（令和 4 年 5 月 31 日基発 0531 第 9
号）。 
 

55．．22．．22．．55．．22．．22  選選任任

要要件件・・資資格格  
 保護具着用管理責任者は、保護具着用管

理責任者を選任すべき事由が発生した日か

ら 14 日以内に、保護具に関する知識及び経

験を有すると認められる者のうちから専任

されなければならない（安衛則第 12 条の 6
第 2 項）。「保護具に関する知識及び経験を

有すると認められる者」には、次に掲げる者

が含まれる。なお、次に掲げる者に該当する

場合であっても、別途示す保護具の管理に

関する教育を受講することが望ましいく、

また、次に掲げる者に該当する者を選任す

ることができない場合は、上記の保護具の

管理に関する教育を受講した者を選任する

こととされる（令和 4年 5月 31日基発 0531
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第 9 号）。 
 
① 別に定める化学物質管理専門家の要

件に該当する者 
② ９（１）ウに定める作業環境管理専門

家の要件に該当する者 
③ 法第 83 条第１項の労働衛生コンサル

タント試験に合格した者 
④ 安衛則別表第４に規定する第１種衛

生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免

許を受けた者 
⑤ 安衛則別表第１の上欄に掲げる、令第

6 条第 18 号から第 20 号までの作業及び

令第 6 条第 22 号の作業に応じ、同表の

中欄に掲げる資格を有する者（作業主任

者） 
⑥ 安衛則第 12 条の 3 第 1 項の都道府県

労働局長の登録を受けた者が行う講習を

終了した者その他安全衛生推進者等の選

任に関する基準（昭和 63 年労働省告示第

80 号）の各号に示す者（安全衛生推進者

に係るものに限る。） 
 
保護具着用管理責任者を選任したときは、

（同安衛則第 12 条の 6 第 1 項）に掲げる

業務をなし得る権限を与えなければならな

い（同条第 3 項）。そのため、事業場におい

て相応するそれらの権限を有する役職に就

いている者を選任することが望ましい。選

任に当たっては、事業場ごとに選任するこ

とが求められるが、大規模な事業場の場合、

保護具着用管理責任者の職務が適切に実施

 
90 法第 28 条の 2の制定前の 1999 年（平
成 11 年）に公表され（平成 11 年労働省告

できるよう、複数人を選任することも差し

支えない。職務の実施に支障がない範囲内

で、作業主任者が保護具着用管理責任者を

兼任しても原則として差し支えない（令和

4 年 5 月 31 日基発 0531 第 9 号）。 
当該保護具着用管理責任者の氏名を事業

場の見やすい箇所に掲示すること等により

関係労働者に周知させなければならない

（同条第 4 項）。ここでいう「事業場の見や

すい箇所に掲示すること等」の「等」には、

保護具着用管理責任者に腕章を付けさせる、

特別の帽子を着用させる、事業場内部のイ

ントラネットワーク環境を通じて関係労働

者に周知する方法等が含まれる（令和 4 年

5 月 31 日基発 0531 第 9 号）。 
 

55．．22．．22．．66  指指針針のの策策定定  
 本条に基づくリスクアセスメントの具体

的な実施方法については、本条第 3 項に基

づいて策定された「化学物質等による危険

性又は有害性等の調査等に関する指針」（平

成 27 年 9 月 18 日基発 0918 公示第 3 号）

に規定されている。この指針は、同名の旧指

針（平成 18 年 3 月 30 日公示第 2 号。平成

28 年 6 月 1 日廃止）が対象としていた全て

の化学物質について準用される。 
 この指針は、リスクアセスメントからリ

スク低減措置の実施までの一連の措置の基

本的な考え方及び具体的な手順の例を示す

とともに、これらの措置の実施上の留意事

項を定めたものであり、「労働安全衛生マネ

ジメントシステムに関する指針」（平成 11
年労働省告示第 53 号）90に定める危険性又

示第 53 号）、自主的な安全衛生管理システ
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は有害性等の調査及び実施事項の特定の具

体的実施事項としても位置づけられるもの

でもある。 
 

55．．22．．22．．77  リリススククアアセセススメメンントト
実実施施支支援援ツツーールル  

化学物質のリスクアセスメント支援のた

めのツールが厚生労働省ほかの機関によっ

て作成され、活用されている。具体的には、

ILO（国際労働機関）が中小企業向けに作成

した作業者の安全管理のための簡易リスク

アセスメントツールを日本で簡易的に利用

できるように厚生労働省が Web システム

として改良、開発した「厚生労働省版コント

ロール・バンディング」、主に中小規模事業

者など、リスクアセスメントを十分に実施

することが難しい事業者を対象に、専門性

よりも分かりやすさや簡潔さを優先させ、

チェックリスト、危険やその対策を記載し

た「作業別モデル対策シート」等がある。厚

生労働省がみずほ情報総研と共同で開発し

た、CREATE-SIMPLEというツールもある。

その他の支援ツールに関する情報が「職場

のあんぜんサイト」（化学物質のリスクアセ

スメント実施支援）91に整理されている。 
また、厚生労働省によりラベル・SDS を

活用したリスクアセスメントのセミナーが

開かれたり、 中小企業を対象として専門家

を派遣してラベル・SDS を活用したリスク

 
ムの構築を促していたが、同条が制定さ
れ、あわせて「危険性又は有害性等の調査
等に関する指針」（平成 18 年 3月 10 日付
け危険性又は有害性等の調査等に関する指
針公示第 1 号）が公示されたため、これと
整合性をとるために改正された（平成 18

アセスメントの実施を支援したりする取り

組みが行われている。 
 

55．．22．．22．．88  化化学学物物質質にによよるる労労災災
がが発発生生ししたた事事業業場場等等ににおおけけるる化化学学
物物質質管管理理のの改改善善措措置置（（22002244 年年 44 月月
11 日日以以降降））  

 
5．2．2．8．1 趣旨 

 化学物質による労働災害が発生した又は

そのおそれがある事業場では、管理が適切

に行われていない可能性がある。そこで、抗

した事業場について、労働基準監督署長が

認めるものについて、自主的な改善を促す

ため、化学物質管理専門家による当該事業

場における化学物質の管理の状況について

の確認・助言を受け、その内容を踏まえた改

善計画の作成を指示することができるよう、

2024 年 4 月 1 日以降、下記のような化学物

質管理の改善措置が実施されることとなっ

た。 
 

5．2．2．8．2 対象事業
者 

労働基準監督署長は、化学物質による労

働災害が発生した、又はそのおそれがある

事業場の事業者に対し、当該事業場におい

て化学物質の管理が適切に行われていない

疑いがあると認めるときは、当該事業場に

年 3月 10 日付け厚生労働省告示第 113
号）。 
91 職場のあんぜんサイトWEB サイト
（https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anze
n/kag/ankgc07_3.htm ：最終閲覧日 2022
年 10月 10 日）。 
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おける化学物質の管理の状況について改善

すべき旨を指示することができる（安衛則

第 34 条の 2 の 10 第 1 項）。「化学物質によ

る労働災害発生が発生した、又はそのおそ

れがある事業場」とは、過去１年間程度で、

①化学物質等による重篤な労働災害が発生、

又は休業４日以上の労働災害が複数発生し

ていること、②作業環境測定の結果、第三管

理区分が継続しており、改善が見込まれな

いこと、③特殊健康診断の結果、同業種の平

均と比較して有所見率の割合が相当程度高

いこと、④化学物質等に係る法令違反があ

り、改善が見込まれないこと等の状況につ

いて、労働基準監督署長が総合的に判断し

て決定される。「化学物質による労働災害」

には、一酸化炭素、硫化水素等による酸素欠

乏症、化学物質（石綿を含む。）による急性

又は慢性中毒、がん等の疾病を含むが、物質

による切創等のけがは含まない。また、粉じ

ん状の化学物質による中毒等は化学物質に

よる労働災害を含むが、粉じんの物理的性

質による疾病であるじん肺は含まない（令

和 4 年 5 月 31 日基発 0531 第 9 号）。 
 

5．2．2．8．3 化学物質
管理専門家による確認・
助言 

この指示を受けた事業者は、遅滞なく、事

業場における化学物質の管理について必要

な知識及び技能を有する者として厚生労働

大臣が定めるもの（以下この条において「化

学物質管理専門家」という。）から、当該事

業場における化学物質の管理の状況につい

ての確認及び当該事業場が実施し得る望ま

しい改善措置に関する助言を受けなければ

ならない（同条第 2 項）。確認を受けるべき

事項には、以下のものが含まれる（令和 4 年

5 月 31 日基発 0531 第 9 号）。 
 
① リスクアセスメントの実施状況 
② リスクアセスメントの結果に基づく

必要な措置の実施状況 
③ 作業環境測定又は個人ばく露測定の

実施状況 
④ 特別則に規定するばく露防止措置の

実施状況 
⑤ 事業場内の化学物質の管理、容器への

表示、労働者への周知 
の状況 
⑥ 化学物質等に係る教育の実施状況 

 
この確認及び助言を求められた化学物質

管理専門家は、同項の事業者に対し、当該事

業場における化学物質の管理の状況につい

ての確認結果及び当該事業場が実施し得る

望ましい改善措置に関する助言について、

速やかに、書面により通知しなければなら

ない（同条第 3 項）。化学物質管理専門家は、

本条第２項の確認を踏まえて、事業場の状

況に応じた実施可能で具体的な改善の助言

を行う必要がある（令和 4 年 5 月 31 日基

発 0531 第 9 号）。 
化学物質管理専門家は客観的な判断を行

う必要があるため、当該事業場に属さない

者であることが望ましいが、同一法人の別

事業場に属する者であっても差し支えない。

また、事業者が複数の化学物質管理専門家

からの助言を求めることを妨げるものでは

ないが、それぞれの専門家から異なる助言

が示された場合、自らに都合良い助言のみ

を選択することのないよう、全ての専門家

からの助言等を踏まえた上で必要な措置を
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実施するとともに、労働基準監督署への改

善計画の報告に当たっては、全ての専門家

からの助言等を添付する必要がある（令和

4 年 5 月 31 日基発 0531 第 9 号）。 
 

5．2．2．8．4 改善計画
の作成 

事業者は、この通知を受けた後、1 月以内

に、当該通知の内容を踏まえた改善措置を

実施するための計画を作成するとともに、

当該計画作成後、速やかに、当該計画に従い

必要な改善措置を実施しなければならない

（安衛則第 34 条の 2 の 10 第 4 項）。本規

定の改善計画には、改善措置の趣旨、実施時

期、実施事項（化学物質管理専門家が立ち会

って実施するものを含む。）を記載するとと

もに、改善措置の実施に当たっての事業場

内の体制、責任者も記載する必要がある。ま

た、作成にあたっては、化学物質管理専門家

の支援を受けることが望ましいく、当該計

画作成後、労働基準監督署長への報告を待

たず、速やかに、当該計画に従い必要な措置

を実施しなければならない（令和 4 年 5 月

31 日基発 0531 第 9 号）。 
 

5．2．2．8．5 報告・周
知・保存 

また、事業主は、この計画の作成後遅滞な

く、前述の本条第 3 項の通知及びこの計画

 
92 リスクアセスメントから明らかになった
事実は、雇用管理を行う際の貴重な情報源
であり、活用の場が広げられつつある。例
えば、2023 年 4月 1 日以降事業者に義務
づけられる労働者が化学物質にばく露され
る程度を最小限度にするために講ずる措置

の写しを添えて、改善計画報告書（様式第四

号）により、所轄労働基準監督署長に報告し

なければならない（本条第 5 項）。報告にあ

たっては、化学物質管理専門家の助言内容

及び改善計画に加え、改善計画報告書（安衛

則様式第４号等）の備考欄に定める書面を

添付しなければならない（令和 4 年 5 月 31
日基発 0531 第 9 号）。実施した改善措置に

ついては改善措置の実施状況を事後的に確

認できるようこれを記録し、当該記録につ

いて右の通知と計画とともに 3 年間保存し

なければならない（本条第 6 項）。 
 
5．3 関連規定 

5．3．1 法条 
5．5．1．1 で指摘するように、リスクア

セスメントは、①化学物質などによる危険

性又は有害性の特定（法第 57 条の 3 第 1
項）、②この特定された危険性又は有害性に

よるリスクの見積もり（安衛則第 34 条の 2
の 7 第 2 項）、③このリスクの見積もりに基

づくリスク低減措置の内容の検討（法第 57
条の 3 第 1 項）というプロセスを経て行わ

れ、これを経て、④検討されたリスク軽減措

置の実施（法第 57 条の 3 第 2 項等 92）、⑤

リスクアセスメント結果の労働者への周知

（安衛則第 34 条の 2 の 8）という形で現場

に還元される。リスクアセスメントのプロ

セスのうち、②リスクの見積もりは、（ア）

（安衛則第 577 条の 2第 1 項）、2024年 4
月 1日以降事業者に義務づけられる労働者
がばく露される程度を一定の濃度の基準以
下としなければならない物質に係るばく露
濃度の抑制措置の実施（同条第 2項）など
である。 
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対象物が労働者に危険を及ぼし、又は健康

障害を生ずるおそれの程度（発生可能性）

と、危険又は健康障害の程度（重篤度）を考

慮する方法や、（イ）労働者が対象物にさら

される程度（暴露濃度など）とこの対象物の

有害性の程度を考慮する方法のほか、（ウ）

これらに準じる方法を用いて行われる。こ

の「これらに準じる方法」として、リスクア

セスメントの対象の化学物質等に係る危険

又は健康障害を防止するための具体的な措

置が安全衛生法関係法令の各条項に規定さ

れている場合に、当該規定を確認する方法

の利用が認められている。この方法を用い

ると、各条項の履行状況を確認することを

もって、リスクアセスメントを実施したも

のとみなされる。 
ここでいう「安全衛生法関連法令」とはい

わゆる特別則（労働安全衛生法に基づく化

学物質等に関する個別の規則）であり、具体

的には、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防

規則、四アルキル鉛中毒予防規則及び特定

化学物質障害予防規則が該当する。これら

の規則における局所排気装置の設置や作業

環境測定、特殊健康診断の実施状況等を確

認することになる。 
 

5．4 沿革 
5．4．1 制度史 

安

衛

法 

 本条に相当する規定は、労基法及

び旧安衛則には存在しなかった。 
労働安全衛生法（昭和 47 年（1972

年））制定時、有害性の調査は既に制

度化されていた（当時の法第 58 条）。

但し、その義務の程度は努力義務に

とどめられ、現行法の法第 57 条の 3
第 3 項、同第 4 項に対応する厚労大

臣による実効性確保に関する規定は

存在しなかった。この法律の内容は、

以下のとおりである。 
「第五十八条 事業者は、化学薬

品、化学薬品を含有する製剤その他

の物で、労働者の健康障害を生ずる

おそれのあるものについては、あら

かじめ、これらの物の有害性等を調

査し、その結果に基づいて、この法

律又はこれに基づく命令の規定によ

る措置を講ずるほか、これらの物に

よる労働者の健康障害を防止するた

め必要な措置を講ずるように努めな

ければならない。」 
 
○「労働安全衛生法の一部を改正す

る法律」（平成 26 年 6 月 25 日法律

第 82 号）による明文化 
右法律に基づき、本条が新たに明

文化された。これに伴い、前述した

法第 58 条が削除された。 
この改正に関連して、参議院厚生

労働委員会において、政府は「リス

クアセスメントの義務化について

は、化学物質のリスクに対する事業

者の認識を高めるよう制度の周知を

図るとともに、事業者の取組状況を

把握し、適宜、化学物質管理対策に

活かすこと」との附帯決議がなされ

ている。 
 特別規則対象外の物質による胆管

がんの発症等の例を受け、厚生労働

省の安全衛生行政としては、特に化

学物質については、法第 28 条の 2 に

定めるリスクアセスメントの努力義

務規定を全て義務規定に改めたい意
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向だったが、内閣法制局等との調整

の過程で、罪刑法定主義の要請から

も、物質を特定しないままでの義務

化は困難との事情から、先ずは表示・

通知対象物質から義務化を図った経

緯がある 93。 
 

5．4．2 背景になった災害等 
本条の追加にあたっては、事業場で使用

される化学物質の数が年々増加する中、そ

の危険性又は有害性の調査等、事業者の化

学物質管理が適切に行われていないことを

原因とする労働災害が依然として多く発生

しているとの問題認識があった 94。 
中でも本条を整備する直接的な契機とな

ったのが印刷事業場において洗浄作業等に

従事する労働者が集団で胆管がんを発症し

た事案であった。この事案は、大阪労働局管

内での印刷事業場で勤務する労働者等から、

2012 年（平成 24 年）3 月 30 日以降、使用

した有機溶剤等の化学物質が原因で胆管が

んを発症したとして労災請求がなされたも

のであり、2012 年（平成 24 年）12 月末日

時点で胆管がんを発症した者は 16 名、うち

7 名が死亡したというものである。 
業務上疾病である「がん」については、労

基法施行規則別表第 1 の 2 第 7 号及び同表

第 10 号に基づく告示に列挙されているが、

胆管がんはこれらの列挙疾病には当時は掲

げられておらず、過去にも胆管がんを業務

上疾病として認定した事例がなかったため、

労働者が従事した業務と胆管がん発症との

間の因果関係は明らかになっていなかった。

 
93 三柴委員発言。 
94 労務行政研究所編『労働安全衛生法』

そこで、「印刷事業場で発生した胆管がんの

業務上外に関する検討会」（座長：櫻井治彦

産業医学振興財団理事長）が同年に立ち上

げられ、翌年 2013 年（平成 25 年）に提出

された「『印刷事業場で発生した胆管がんの

業務上外に関する検討会』報告書 化学物

質ばく露と胆管がん発症との因果関係につ

いて～大阪の印刷事業場の症例からの検討

～」において、胆管がんは、ジクロロメタン

又は 1,2-ジクロロプロパンに長期間、高濃

度ばく露することにより発症し得ると医学

的に推定でき、本件事業場で発生した胆管

がんは、1,2-ジクロロプロパンに長期間、高

濃度ばく露したことが原因で発症した蓋然

性が極めて高いことが報告された。 
当時既に、特別規則（有機溶剤中毒予防規

則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防

規則、特定化学物質障害予防規則及び石綿

障害予防規則）による個別的規制が講じら

れ、この特別規則の対象となる化学物質に

ついて法第 57 条に基づく危険性・有害性等

を記載したラベル表示が譲渡者・提供者に

義務付けられていたうえ、法第 28 条の 2 に

基づき、全ての化学物質について新たに採

用する場合などにリスクアセスメントを実

施することが事業者の努力義務とされてい

た。しかし、本事案において胆管がんの発症

要因となった 1,2-ジクロロプロパンは、特

別規則の規制対象となっておらず、本事案

の事業場において、この化学物質を採用し

た際にリスクアセスメントが適切に実施さ

れていなかった。 
そこで労政審から 2013 年（平成 15 年）

（労務行政、2017年（平成 29 年））104
頁。 
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12 月に「今後の労働安全衛生対策について」 
が建議され、「人に対する一定の危険性・有

害性が明らかになっている化学物質につい

ては、起こりうる労働災害を未然に防ぐた

めに、事業者及び労働者がその危険性や有

害性を認識し、事業者がリスクに基づく必

要な措置を検討・実施するような仕組みを

設ける必要」が指摘された。この対策の方向

性として、「日本産業衛生学会等が許容濃度

等を勧告するなど人に対する一定の危険

性・有害性が明らかになっている化学物質

（例えば、労働安全衛生法第 57 条の 2 に基 
づき安全データシート(SDS) の交付が譲渡

者又は提供者に義務づけられている化学物

質）を事業者が新規に採用する場合等にお

いて、事業者にリスクアセスメントを実施

させることが適当である」とされ、本条の成

立に至った。 
 
5．5 運用 

5．5．1 適用の実際 
55．．55．．11．．11  リリススクク
アアセセススメメンントトのの実実
施施のの流流れれ  

リスクアセスメントは、一般的には、①化

学物質などによる危険性又は有害性の特定

（法第 57 条の 3 第 1 項）、②この特定され

た危険性又は有害性によるリスクの見積も

り（安衛則第 34 条の 2 の 7 第 2 項）、③こ

のリスクの見積もりに基づくリスク低減措

置の内容の検討（法第 57 条の 3 第 1 項）と

いうプロセスを経て行われ、これを経て、④

検討されたリスク軽減措置の実施（法第 57
条の 3 第 2 項）、⑤リスクアセスメント結果

 
95 篠原委員発言。 

の労働者への周知（安衛則第 34 条の 2 の

8）という形で現場に還元される。 
 

【リスクアセスメントの一般的な流れ】

 

（厚労省等「労働災害を防止するためリス

クアセスメントを実施しましょう」リーフ

レット、2015 年（平成 27 年）9 月）。 
 

化学物質のリスクアセスメントは義務と

されているため、リスクアセスメントに関

する規定類とともに、どのような方法で実

施をしているか、確認を受けることになる

95。 
有機溶剤や特定化学物質は、有機溶剤中

毒予防規則等特別則にて、局所排気装置の

設置や作業環境測定、特殊健康診断の実施

等義務づけられていることから、特別則に

定める具体的な措置の状況を確認する方法

によりリスクアセスメントを実施すること

が可能である（以下のチャート図参照）。そ

れ以外は、コントロール・バンディング（測

定しない定性法）を行うことができる。コン
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トロール・バンディング 96は、厚生労働省

の web ページで簡単に実施することができ

ることから、これが活用されることが多い

97。 
 
【リスクアセスメントのチャート】 

 

（厚労省「リアルタイムモニターを用いた

化学物質のリスクアセスメントガイドブッ

ク〔改訂第 2 版〕」（2021 年（令和 3 年））） 
 
リスクアセスメント実施後は、安衛則第

34 条の 2 の 8 により、製造・取り扱う各作

業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備

え付ける等による方法により、当該物を製

造・取り扱う労働者に周知させなければな

らない。大手ゼネコンの現場では、下請（塗

装など）が使用する化学物質のリスクアセ

スメントの紙を掲示する取組みが見られる

98。 
 

55．．55．．11．．22  リリススククアアセセススメメンントト

 
96 
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/
kag/ankgc07_1.htm：最終閲覧日 2022年
10月 10日。 

実実施施のの実実効効性性確確保保  
法第 28 条の 2 によるものも含めたリス

クアセスメントの実施は、全体としてみれ

ば徐々に現場に浸透している。令和 3 年の

「労働安全衛生調査（実態調査）」の概況に

よれば、法第 57 条の 2 に該当する化学物質

（4.2.2.1 参照）を使用している事業所のう

ち、リスクアセスメントを全て実施してい

る事業所の割合は 71.8%となっており、前

年の調査（68.5%）から微増となっている。

同条の事業所には該当しないが、危険有害

性がある化学物質（法第 28 条の 2 第 1 項

の規定に基づいてリスクアセスメントを行

うことが努力義務とされている化学物質）

を使用している事業所のうち、リスクアセ

スメントをすべて実施している事業所の割

合は 66.2%である。こちらも前年の調査

（57.1%）と比較すると微増となっている。 
具体的な取組としては、例えば、建設現場

などでは、毎朝下請け業者にリスクアセス

メント（法第 28 条の 2）を実施させ、これ

の結果を提出しないと作業に取りかかるこ

とを認めないなどの例を見ることができる。

法第 60 条に基づく職長教育のカリキュラ

ムにはリスクアセスメントが含まれる（安

衛則第 40 条第 2 項）ほか、5 年ごとに能力

向上教育も実施するよう厚生労働省から指

導がなされ、そこで再教育が行われている。

実施されたリスクアセスメントの内容を現

場に掲示するなどの取組も行われている 99。 
もっとも本項で扱っている法第 57条の 3

97 篠原委員発言。 
98 玉泉委員発言。 
99 篠原委員発言。 
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に基づく化学物質に関するリスクアセスメ

ントは、実施が義務づけられる場面は限定

されるため日常的に意識に上るものとはい

えず、機械設備などと比べると化学物質の

有害性や危険性は可視化されにくいうえ、

限られた職長教育時間の中でこれの教育に

割かれる時間は必ずしも長くない。リスク

アセスメントの実施の義務づけが実効的に

機能するためには、これを適切に実施する

ことができる人材とともに、ここで発見さ

れたリスクを分析して順序立てて実際の労

務管理に反映させることができる人材が必

要である。しかし、こうした人材の手当を十

分に行えない企業も中小企業を中心に少な

くなく、そもそもこうした人材の数自体が

必ずしも十分でない実態がある。これらの

人材の育成を公的に支援する仕組み作りが

求められている。 
さらには、リスクアセスメントを通じて

リスクの存在が明らかになっても、これを

ふまえた対策が実際に行われるかが課題と

なる。有機則、特化則等が適用されない場合

は、対策を積極的に講じるところまではな

かなか到達していない現状がある。その要

因として、衛生管理者はいても、能力向上教

育が実施されていないこと、日々の仕事が

忙しくその職務を十分果たす構造になって

いないことなど、衛生管理者の職務が形骸

化していることを挙げることができる 100。 
 

55．．55．．11．．33  リリススククアアセセススメメンントト
未未実実施施にによよるるトトララブブルルのの具具体体例例  

 「職場における化学物質等の管理のあり

方に関する検討会」（座長・城内博日本大学

 
100 玉泉委員発言。 

理工学部特任教授）では、ラベル表示・SDS
交付対象物質のリスクアセスメントが未実

施であること等による災害事例として次の

ような事例が紹介されている。 
・1-ブロモプロパンを含む溶剤で治具（物の

加工に際して物を固定する器具等）や製品

の洗浄作業をしていたところ、体調不良を

訴え、急性薬物中毒と診断されたもの。少量

生産部門であったため、防毒マスクの着用

や局所排気装置の設置、リスクアセスメン

トが実施されていなかった（2017 年（平成

29 年）5 月発生、休業 14 日（1 名））。 
・飼料の燻蒸作業を行ったところ発生した

リン化水素によって気分が悪くなったもの。

リスクアセスメントは実施されていなかっ

た。また、作業員は防毒マスクをしておら

ず、換気も不十分であった（2017 年（平成

29 年）8 月発生、休業 10 日（1 名））。 
・住宅新築工事現場において、床断熱材の

隙間を埋めるため、ポリメチレンポリフェ

ニルポリイソシアネート、メチレンビス（ 4, 
1－フェニレン）＝ジイソシアネートを含有

する断熱材をスプレーにて吹き付ける作業

を行っていたところ、中毒を起こしたもの。

リスクアセスメントは未実施であり、特段

のばく露防止対策は講じていなかった

（2018 年（平成 30 年）8 月発生、休業 1 日

（1 名））。 
 なお、リスクアセスメント後の措置が不

十分であること等による災害事例として、

次のような例が紹介されている。 
・鋳物製造工程において､中子を作る際に

中子（なかご。ほぼ密閉された中空の鋳物を

作るために使用されるもの（下図））から木
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型が剥がれやすくするため､ノルマルヘプ

タンを主成分とする薬剤を木型の内部に入

って塗布する作業を行っていたところ､急

性中毒･意識消失となったもの。本作業につ

いて､リスクアセスメントは実施していた

が､有機溶剤中毒予防規則等の特別規則の

対象外であるとして､特段のばく露防止対

策を実施していなかった（2017 年（平成 29
年）11 月発生、休業 1 日（1 名））｡ 
 
【中子の例】 

 
（株式会社東京軽合金製作所の WEB サイ

ト （ https://www.ryobi-
group.co.jp/tk/products05.html：最終閲覧

日 2022 年 10 月 10 日）） 
 

5．5．2 関連判例 
 なし。 
 
5．6 その他 

5．6．1 罰則 
 なし。 
 

5．6．2 民事上の効力 
リスクアセスメントの義務は、事業者に

化学物質の危険性を積極的に発見すること

を義務づけるものであり、これの未実施自

体が直ちに事業者に民事上の責任を生じさ

 
101 三柴丈典『使用者の健康・安全配慮義
務』日本労働法学会編『講座労働法の再生

せるものではない。もっとも、本法に基づい

て実施が義務化されているリスクアセスメ

ントを実施しないことは、予見・回避可能だ

った損害を見過ごすおそれを高める点で事

業者に過失があることを根拠付ける事実の

一つとなる。安全配慮義務を正しく履行す

るためには、安全衛生に関するリスクの調

査を実施することが必要だが 101、本条は化

学物質の使用・管理において必要とされる

この調査のモデルを示すものと位置づける

ことができよう。 
 

5．6．3 資料 
 なし。  

〔第 3 巻〕』（日本評論社、2017 年（平成
29 年））273 頁、287-290 頁。 

－1377－



  分担研究報告書（長谷川 聡） 

92 
 

6．第 57 条の 4（化学物質の有害性の

調査） 

6．1 条文 
第五十七条の四 化学物質による労働者

の健康障害を防止するため、既存の化学

物質として政令で定める化学物質（第三

項の規定によりその名称が公表された化

学物質を含む。）以外の化学物質（以下こ

の条において「新規化学物質」という。）

を製造し、又は輸入しようとする事業者

は、あらかじめ、厚生労働省令で定める

ところにより、厚生労働大臣の定める基

準に従つて有害性の調査（当該新規化学

物質が労働者の健康に与える影響につい

ての調査をいう。以下この条において同

じ。）を行い、当該新規化学物質の名称、

有害性の調査の結果その他の事項を厚生

労働大臣に届け出なければならない。た

だし、次の各号のいずれかに該当すると

きその他政令で定める場合は、この限り

でない。 
一 当該新規化学物質に関し、厚生労働

省令で定めるところにより、当該新規化

学物質について予定されている製造又は

取扱いの方法等からみて労働者が当該新

規化学物質にさらされるおそれがない旨

の厚生労働大臣の確認を受けたとき。 
二 当該新規化学物質に関し、厚生労働

省令で定めるところにより、既に得られ

ている知見等に基づき厚生労働省令で定

める有害性がない旨の厚生労働大臣の確

認を受けたとき。 
三 当該新規化学物質を試験研究のため

製造し、又は輸入しようとするとき。 

四 当該新規化学物質が主として一般消

費者の生活の用に供される製品（当該新

規化学物質を含有する製品を含む。）とし

て輸入される場合で、厚生労働省令で定

めるとき。 
２ 有害性の調査を行つた事業者は、そ

の結果に基づいて、当該新規化学物質に

よる労働者の健康障害を防止するため必

要な措置を速やかに講じなければならな

い。 
３ 厚生労働大臣は、第一項の規定によ

る届出があつた場合（同項第二号の規定

による確認をした場合を含む。）には、厚

生労働省令で定めるところにより、当該

新規化学物質の名称を公表するものとす

る。 
４ 厚生労働大臣は、第一項の規定によ

る届出があつた場合には、厚生労働省令

で定めるところにより、有害性の調査の

結果について学識経験者の意見を聴き、

当該届出に係る化学物質による労働者の

健康障害を防止するため必要があると認

めるときは、届出をした事業者に対し、

施設又は設備の設置又は整備、保護具の

備付けその他の措置を講ずべきことを勧

告することができる。 
５ 前項の規定により有害性の調査の結

果について意見を求められた学識経験者

は、当該有害性の調査の結果に関して知

り得た秘密を漏らしてはならない。ただ

し、労働者の健康障害を防止するためや

むを得ないときは、この限りでない。 
 
6．2 趣旨と内容 

6．2．1 趣旨 
 化学物質は日々新たに作り出されるため、
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機動的に法令を改正することによってその

危険性･有害性に対応する仕組みを整える

必要があるが、実際に法令が改正されるま

でには一定の時間を必要とせざるを得ない。

そのため本条は、健康障害の中でも特に重

大な結果をもたらす「がん」に着目し、新規

化学物質を製造・輸入しようとする者は、が

ん原性試験のスクリーニング（ふるいわけ）

テストとしての意味を持つ変異原性試験、

又は化学物質のがん原性に関し変異原性試

験と同等以上の知見を得ることができる試

験を行い（昭和 54 年 3 月 23 日基発第 132
号）、その結果を厚生労働大臣に届け出るこ

ととしたものである 102。これにより、化学

物質が職場に導入される以前に、一定の範

囲に限られるもののその有害性を発見し、

その有害性に対応した措置を予め講じるこ

とを可能にすることで、より早期の対応を

可能にすることが目指されている。 
 

6．2．2 内容 
66．．22．．22．．11  新新規規化化学学物物質質  

 本条第 1 項が有害性の調査を必要とする

新規化学物質は、以下に記載する化学物質

 
102 畠中信夫『労働安全衛生法のはなし
〔第 3 版〕』（中央労働災害防止協会、2016
年（平成 28 年））287 頁。 
103 物質を構成している基本的な成分（宮
本一弘「化学基礎：NHK高校講座テレビ
学習メモ」
（https://www.nhk.or.jp/kokokoza/library/
tv/kagakukiso/archive/kagakukiso_04.pdf
：最終閲覧日 2022年 10月 10 日））。 
104 英語では excited state。量子力学的な系
の状態のうち，エネルギー的に最も安定な

（施行令第 18 条の 3）と本条第 3 項の規定

によりその名称が公表された化学物質以外

の化学物質である。本条の化学物質には、製

造中間体（製品の製造工程中において生成

し、同一事業場内で他の化学物質に変化す

る化学物質をいう。以下同じ。)副生成物（製

造工程において意図せず生成してしまった

化学物質）、廃棄物も含まれる。これらが含

まれるのは、製造中間体等であつても、労働

者が当該製造中間体等にさらされるおそれ

があるからである（昭和 54 年 3 月 23 日基

発第 132 号）。 
 

一 元素 103 
二 天然に産出される化学物質 
三 放射性物質 
四 昭和五十四年二月二十八日までに

製造され、又は輸入された化学物質（附

則第九条の二）で、厚生労働大臣がそ

の名称等を公表した化学物質 
 
「元素」（第 1 号）は、一種類の原子（同

位体の区別は問わない。)からなる物質のす

べての状態（励起状態 104、ラジカル 105等を

状態(基底状態)以外のよりエネルギーの高
い状態（日本光合成学会「光合成事典」
（https://photosyn.jp/pwiki/?励起状態、
最終閲覧日：2022年 10月 10 日））。 
105 不対電子を持つ化学種。一般に電子は
2 個で対をなしている状態で原子軌道ある
いは分子軌道に安定的に収容されている
が、ラジカルでは軌道に 1 つの電子（不対
電子）しかなく、きわめて反応性が高い
（日本薬学会『薬学用語解説』
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含む。)をいい、単体 106を含む（昭和 53 年

2 月 10 日基発第 77 号）。 
「天然に産出される化学物質」（第 2 号）

は、鉱石、原油、天然ガスその他天然に存在

するそのままの状態を有する化学物質及び

米、麦、牛肉その他動植物から得られる一次

産品又はこの一次産品を利用して発酵等の

方法により製造される化学物質であって分

離精製が行われていないものを意味する

（昭和 54 年 3 月 23 日基発第 132 号）。 
「放射性物質」（第 3 号）は、電離放射線

障害防止規則(昭和 47 年 9 月 30 日労働省

令第 41 号)第 2 条第 2 項の放射性物質を意

味する（昭和 54 年 3 月 23 日基発第 132
号）。 

 
（https://www.pharm.or.jp/dictionary/wiki
.cgi?%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%82
%AB%E3%83%AB：最終閲覧日 2022 年
10 月 10日）。 
106 純物質を構成している元素の種類が１
種類の物質を単体という。例えば、水素 
H2、酸素 O2、アルゴン Ar、また金属の
アルミニウム Al、銀 Ag、金 Au などが
ある。純物質を構成している元素の種類が
２種類以上の物質を化合物といい、例えば
水 H2O、二酸化炭素 CO2、塩化ナトリ
ウム NaCl、炭酸水素ナトリウム
NaHCO3 などがある（宮本一弘「化学基
礎：NHK高校講座テレビ学習メモ」
（https://www.nhk.or.jp/kokokoza/library/
tv/kagakukiso/archive/kagakukiso_04.pdf
：最終閲覧日 2022年 10月 10 日））。 
107 一般に二種類以上の安定な分子が直接
結合してできる化合物で比較的容易にもと
の成分に分解できるようなものをいい、分
子化合物ともいう（厚労省WEB サイト

次のイからホまでに掲げる化学物質のよ

うに二以上の化学物質が集合し単一の化学

構造を有する化学物質を形成しているとみ

なされる場合であって、その集合した個々

の化学物質がすべて既存の化学物質である

ときには、当該単一の化学構造を有する化

学物質は、既存の化学物質とみなされる（昭

和 54 年 3 月 23 日基発第 132 号）。 
 
イ 分子間化合物 107(水化物 108を含

む。) 
ロ 包接化合物 109 
ハ 有機酸又は有機塩基の塩(金属塩

を除く。) 
ニ オニウム塩 110(正、負両イオンが

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsu
ite/bunya/roudoukijun/anzeneisei06/01c.h
tml：最終閲覧日 2022 年 10 月 11日））。 
108 分子間化合物のうち、水と他の分子が
直接結合してできる化合物（厚労省WEB
サイト
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsu
ite/bunya/roudoukijun/anzeneisei06/01c.h
tml：最終閲覧日 2022 年 10 月 11日））。 
109 二種類の分子のうち、一方の分子がト
ンネル形、層状又は立体網状構造の結晶を
作り、その結晶の隙間に他の分子が入り込
んで結晶を作ったような構造を有する化合
物（厚労省WEB サイト
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsu
ite/bunya/roudoukijun/anzeneisei06/01c.h
tml：最終閲覧日 2022 年 10 月 11日））。 
110 化学結合に関与しない電子対を有する
化合物が、当該電子対によって、他の陽イ
オン形の化合物と配位結合して生ずる化合
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既存の化学物質から生成されるものであ

る場合に限る。) 
ホ 複塩 111 
 
ブロック重合物（二種類以上のモノマー

（高分子 112を構成する低分子 113の単位分

子。単量体ともいう）を用いて行う重合 114

により生じた物）及びグラフト重合物（ある

高分子鎖に別の高分子鎖を結合することに

より生じた物）であってその構成単位とな

る重合物がすべて既存の化学物質である場

合は、当該ブロック重合物及びグラフト重

合物は、既存の化学物質とみなされる（昭和

54 年 3 月 23 日基発第 132 号）。また、既存

の化学物質である単量体等から構成される

高分子化合物であって、数平均分子量が 2，
000 以上のものは、次のいずれかに該当す

るものを除き、既存の化学物質として取り

扱う（昭和 61 年 8 月 27 日基発第 504 号）。 
 
(1)  正電荷を有する高分子化合物 
(2)  総重量中の炭素の重量の比率が

32 パーセント未満の高分子化合物 
(3)  硫黄、ケイ素、酸素、水素、炭素

又は窒素以外の元素が共有結合している

高分子化合物 

 
物（厚労省WEB サイト
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsu
ite/bunya/roudoukijun/anzeneisei06/01c.h
tml：最終閲覧日 2022 年 10 月 11日））。 
111 2 種以上の塩が結合してできる化合物
であって、それぞれの塩を構成するイオン
がそのまま存在しているもの（厚労省
WEB サイト
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsu

(4)  アルミニウム、カリウム、カル

シウム、ナトリウム又はマグネシウム以

外の金属イオン (錯体金属イオンを含

む。)がイオン結合している高分子化合物 
(5)  生物体から抽出し、分離した高

分子化合物及び当該高分子化合物から化

学反応により生成される高分子化合物並

びにこれらの高分子化合物と類似した化

学構造を有する高分子化合物 
(6)  ハロゲン基又はシアノ基を有す

る化合物から生成される高分子化合物 
(7)  反応性官能基を有する高分子化

合物であって、当該高分子化合物の数平

均分子量を当該数平均分子量に対応する

分子構造における反応性官能基の数で除

した値が 10,000 以下のもの 
(8) 常温、常圧で分解又は解重合するお

それのある高分子化合物 
 

66．．22．．22．．22  調調査査実実施施義義務務者者  
 新規化学物質の有害性の調査を実施する

義務を負うのは、新規化学物質を製造し、又

は輸入しようとする者である。この「輸入」

については、①新規化学物質を密封した部

品が含まれる機械等を輸入しようとする場

合であって、本邦の地域内において当該新

ite/bunya/roudoukijun/anzeneisei06/01c.h
tml：最終閲覧日 2022 年 10 月 11日））。 
112 一般に数千個以上の原子でできている
分子。ポリマーともいう。 
113 一般に数個から 100 個程度の原子でで
きている分子。 
114 複数の分子が結合して、何倍かの分子
量の新たな化合物となる反応。 
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規化学物質が密封された状態のまま、当該

機械等が使用される予定であるときは、当

該機械等に密封された新規化学物質の輸入

は、第一項の輸入には該当しない、②新規化

学物質をサンプル(輸入貿易管理令(昭和 24
年政令第 414 号)の別表第 1 第 3 号の無償

の商品見本又は宣伝用物品であって、通商

産業大臣が告示で定めるものをいう。)とし

て輸入しようとする場合は第一項の輸入と

して取り扱わないものとされている（昭和

54 年 3 月 23 日基発第 132 号）。 
新規化学物質を使用又は販売しようとす

る事業者が、新規化学物質の輸入に係る事

務を他の事業者に委託した場合には、その

委託を行った事業者が本条第 1 項の「輸入

しようとする事業者」に該当する。また、新

規化学物質の輸入に伴う輸送の業務のみを

行う事業者は、第 1 項の「輸入しようとす

る事業者」に該当しない（昭和 54 年 3 月

23 日基発第 132 号）。 
 

66．．22．．22．．33  調調査査のの内内容容・・実実施施施施
設設・・試試験験のの基基準準  

新規化学物質の有害性の調査は、変異原

性試験、化学物質のがん原性に関し変異原

性試験と同等以上の知見を得ることができ

る試験又はがん原性試験のうちいずれかの

試験を用いて行うこととされている（安衛

則第 34条の 3第 1項第 1号）。この調査は、

原則として微生物を用いる変異原性試験に

よって行われる（昭和 54 年 3 月 23 日基発

第 133 号）。 
この試験は、組織、設備等に関し有害性の

調査を適正に行うため必要な技術的基礎を

有すると認められる試験施設等において行

うこととされる（安衛則第 34 条の 3 第 1 項

第 2 号）。この試験施設等が具備すべき組織、

設備等に関する基準は、厚生労働大臣が定

める（同条第 2 項）。この点について、「労

働安全衛生規則第 34 条の 3 第 2 項の規定

に基づき試験施設等が具備すべき基準」（昭

和 63 年 9 月 1 日労告第 76 号）が整備され

ている。 
試験を実施する基準については、「労働安

全衛生法第 57 条の 4 第 1 項の規定に基づ

き厚生労働大臣の定める基準」（昭和 63 年

9 月 1 日労告 77 号）が整備されている。 
また、新規化学物質の有害性調査の具体

的な方法について Q&A が作成され、実務

の用に供されている（「『新規化学物質の有

害性の調査の具体的な方法等に関する

Q&A』について」（令和 2 年 4 月 6 日基安

化発 0406 第 5 号）。 
 

66．．22．．22．．44  調調査査のの届届出出  
 新規化学物質の有害性の調査を実施した

事業者は、当該新規化学物質の名称、有害性

の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣

に届け出なければならない。この届出は、新

規化学物質製造（輸入）届書（様式第 4 号

の 3）を用いて、次の書面を添付して行われ

なければならない（安衛則第 34 条の 4）。 
 
・新規化学物質について行った有害性の

調査の結果を示す書面 
・当該有害性の調査が安衛則第 34 条の 3
条第 2 項の厚生労働大臣が定める基準

（GLP）を具備している試験施設等にお

いて行われたことを証する書面 
・当該新規化学物質について予定されて

いる製造又は取扱いの方法を記載した書

面 
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この調査の届出を行った事業者は、第 3

項の規定に基づく名称の公表前であっても、

当該新規化学物質を製造し、又は輸入する

ことができる（昭和 54 年 3 月 23 日基発第

132 号）。 
上記のように本条の届出は、厚生労働大

臣宛てになされ、本省の担当課で直接審査

する仕組みが採用されている。この仕組み

は、内容の専門性に加えて新規開発の化学

物質の構造式、物性等のノウハウの保全と

いう観点で産業界側からの強い要望があっ

たことを受けて導入されたものである 115。 
 

66．．22．．22．．55  調調査査をを必必要要ととししなないい
場場合合  

新規化学物質を製造し、又は輸入しよう

とする事業者であっても、例外的に新規化

学物質の有害性の調査を必要としない場合

として、本条 1 項但書は次のような 4 つの

ケース（第 1 号～第 4 号）を規定する。 
 
一 当該新規化学物質に関し、厚生労働

省令で定めるところにより、当該新規化

学物質について予定されている製造又は

取扱いの方法等からみて労働者が当該新

規化学物質にさらされるおそれがない旨

の厚生労働大臣の確認を受けたとき。 
二 当該新規化学物質に関し、厚生労働

省令で定めるところにより、既に得られ

ている知見等に基づき厚生労働省令で定

める有害性がない旨の厚生労働大臣の確

認を受けたとき。 

 
115 松尾幸夫主筆・片岡輝男・木村嘉勝編
『政策担当者が語る 労働衛生施策の歩

三 当該新規化学物質を試験研究のため

製造し、又は輸入しようとするとき。 
四 当該新規化学物質が主として一般消

費者の生活の用に供される製品（当該新

規化学物質を含有する製品を含む。）とし

て輸入される場合で、厚生労働省令で定

めるとき。 
 
第 1 号の「新規化学物質にさらされるお

それがない」とは、当該新規物質が製造中間

体等であって、その製造又は取扱いを行う

場合において、次のイからハまでの条件を

すべて満たすときを意味する（昭和 54 年 3
月 23 日基発第 132 号）。 

 
イ 新規化学物質を製造し、又は取り

扱う作業(定常作業(サンプリング作業等

の断続的な作業を含む。)のほか、製造又

は取扱い設備等の清掃、改修等の非定常

作業が含まれること。)において、労働者

が当該化学物質を開放して取り扱うこと

がないこと。 
ロ 新規化学物質を製造し、又は取扱

う設備等は、原料等の供給口、生成物等

の取り出し口、フランジ（下図【フランジ

の例】参照）の部分等から当該新規化学

物質が漏れないように十分な気密性を持

った密閉式の構造のものであること。 
ハ 設備等の気密性の低下による当該新

規化学物質の漏えいを防止する措置が講

じられているものであること。 
 
 

み』（労働調査会、2012 年（平成 24 年））
177 頁。 
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【フランジの例】 

 
 

（株式会社オオモリの WEB サイト

（ https://www.e-
omori.co.jp/wp/yougo/yougo-966/：最終閲

覧日 2022 年 10 月 11 日）） 
 

第 2 号の「既に得られている知見」は、

新規化学物質の有害性の調査に関して学会

誌等に公表されている報告であって信頼で

きる調査結果のほか、未公開であっても信

頼できる調査結果を意味する（昭和 54 年 3
月 23 日基発第 132 号）。「厚生労働省令で

定める有害性」は、がん原性を意味する（安

衛則第 34 条の 9）。 
第 3 号の「試験研究のため製造し、又は

輸入しようとするとき」は、新規化学物質の

開発研究等を行う場合であって次のイから

ハまでに掲げる基準のすべてに適合してい

るとき、又は当該新規化学物質の全量を試

薬として製造し、若しくは輸入しようとす

るときを意味する（昭和 54 年 3 月 23 日基

発第 132 号）。 
 
イ 実験室的な規模で行われること。 
ロ 新規化学物質にさらされるおそれの

ある作業に従事する者が、当該試験研究

の担当者に限られること。 
ハ 新規化学物質が当該試験研究を行う

場所以外の場所に持ち出されることのな

いものであること。 
 
第 4 号の「その他政令で定める場合」と

して、施行令第 18 条の 4 において、一の事

業場における一年間の製造量又は輸入量

（当該新規化学物質を製造し、及び輸入し

ようとする事業者にあっては、これらを合

計した量）が百キログラム以下である旨の

厚生労働大臣の確認を受けた場合が規定さ

れている。 
 

66．．22．．22．．66  厚厚生生労労働働大大臣臣にによよるる
新新規規化化学学物物質質のの名名称称のの公公表表  

本条第 3 項は、厚生労働大臣は、第 1 項

の規定による届出があった場合（同項第 2
号の規定による確認をした場合を含む。）に

は、厚生労働省令で定めるところにより、当

該新規化学物質の名称を公表するものとす

る。この公表は、本条第 1 項の規定による

届出の受理又は同項第 2 号の確認をした後

1 年以内に（当該新規化学物質に関して特

許法第 36 条第 1 項の規定による特許出願

がなされている場合には、同法第 64 条第 1
項の規定による出願公開又は同法第 66 条

第 3 項の規定による特許公報への掲載がな

された後速やかに）、3 月以内ごとに 1 回、

定期に、官報に掲載することにより行われ

る（安衛則第 34 条の 14）。 
ここで名称を公表された新規化学物質は、

既存の化学物質になり、事後、この化学物質

を製造し、又は輸入する事業者は、有害性調

査の実施義務を負わないことになる。 
なお、新規化学物質の命名は IUPAC 命
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名 法 （ 国 際 純 正 及 び 応 用 化 学 連 合

（International Union of Pure and Applied 
Chemistry）が制定した命名法）に基づいて

行われている。過去には、IUPAC 命名法 に
おいて同一構造について複数の名称の付け

方が存在する場合があることや、IUPAC 命

名法で命名した名称を日本語表記にする方

法が複数あることによって本法と化審法と

の間に命名法の一部差異があったが、「労働

安全衛生法」及び「化学物質の審査及び製造

等の規制に関する法律」に基づく新規化学

物質の名称の公示における命名法の共通化 
について」（平成 24 年 12 月 28 日、厚生労

働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課

化学物質評価室、厚生労働省医薬食品局審

査管理課化学物質安全対策、室経済産業省

製造産業局化学物質管理課化学物質安全室、

環境省総合環境政策局環境保健部企画課化

学物質審査室）によって今日では両者の命

名法は統一されている。IUPAC は、度々新

たな命名規則を勧告している。現在、2013
年 の 勧 告 （ Nomenclature of Organic 
Chemistry, IUPAC Recommendations and 
Preferred Names 2013）を基礎とした命名

法が用いられている（「「労働安全衛生法」及

び「化学物質の審査及び製造等の規制に関

する法律」に基づく新規化学物質の名称の

公示における命名法の変更について」（平成

29 年 7 月 11 日、厚生労働省労働基準局安

全衛生部化学物質対策課化学物質評価室、

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管

理課化学物質安全対策室、経済産業省製造

産業局化学物質管理課化学物質安全室、環

 
116 労務行政研究所編『労働安全衛生法』
（労務行政、2017年（平成 29 年））543

境省総合環境政策局環境保健部環境保健企

画管理課化学物質審査室）。 
 

66．．22．．22．．77  調調査査のの事事後後措措置置  
本条第 2 項は、有害性の調査を行った事

業者に対し、その結果に基づいて、当該新規

化学物質による労働者の健康障害を防止す

るため必要な措置を速やかに講じることを

義務づける。 
また、本条第 4 項に基づき、有害性の調

査の結果について学識経験者の意見聴取が

なされる。厚生労働大臣は、この意見聴取の

内容を、本条第 3 項の規定による当該新規

化学物質の名称の公表後 1 年以内に、労働

政策審議会に報告するものとする（安衛則

第 34 条の 17）。 
有害性の調査の結果について意見を求め

られた学識経験者は、労働者の健康障害を

防止するためやむを得ない場合を除き、当

該有害性の調査の結果に関して知り得た秘

密を漏らすことを禁止されている（本条第

5 項）。これは、知り得た秘密の中には企業

のノウハウにかかわるものもあり、これが

学識経験者から外部に漏れることとなると、

有害性の有無を的確に評価するのに必要な

資料を事業者から提出させることが不可能

となり、この制度を維持することが困難と

なるためである 116。 
なお、勧告対象となった事業者に雇用さ

れる労働者以外の労働者の中にも、化学物

質を取り扱う労働者が当然存在する。こう

した労働者の健康障害も未然に防止するた

め、厚生労働大臣は、労働者の健康障害を防

頁。 
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止するための指針を公表している 117。これ

は、勧告同様の効果を期待したものである

118。 
本条に基づいて届け出られた化学物質の

うち、強い変異原性が認められた化学物質

は、既存の化学物質の中で国による試験等

において強い変異原性が認められた化学物

質とあわせて、「強い変異原性が認められた

化学物質による健康障害を防止するための

指針（平成 5 年 5 月 17 日付け基発第 312
号）」に沿って、ばく露を低減する措置、作

業環境の測定、労働衛生教育、危険有害性等

を表示するラベルの貼付・SDS の交付、変

異原化学物質等の製造等に従事する労働者

に関する記録の保存等の措置を講ずること

とされている。 
 
6．3 関連規定 

6．3．1 法条 
66．．33．．11．．11  安安衛衛法法関関連連  

 本条は、がんに着目して化学物質の有害

性を事前に調査する規定だが、これによっ

ても化学物質の有害性が十分に明らかにさ

れず製造過程等を通じてがんを発症する労

働者が現れる可能性もある。このような場

合も可能な限り被災者を防ぐ観点から、

2023 年 4 月 1 日以降、事業者は、化学物質

又は化学物質を含有する製剤を製造し、又

 
117 労働安全衛生法第 28 条第３項の規定
に基づき厚生労働大臣が定める化学物質に
よる健康障害を防止するための指針（平成 
24 年 10 月 10 日付け健康障害を防止す
るための指針公示第 23 号、最新改正：令
和２年２月７日付け健康障害を防止するた
めの指針公示第 27 号）は、表示・通知対

は取り扱う業務を行う事業場において、１

年以内に２人以上の労働者が同種のがんに

罹患したことを把握したときは、当該罹患

が業務に起因するかどうかについて、遅滞

なく、医師の意見を聴かなければならない

こととし、当該医師が、当該がんへの罹患が

業務に起因するものと疑われると判断した

ときは、遅滞なく、当該がんに罹患し労働者

が取り扱った化学物質の名称等の事項につ

いて、所轄都道府県労働局長に報告しなけ

ればならないこととされている（安衛則第

97 条の 2）。 
 

66．．33．．11．．22  化化審審法法  
 新規化学物質の製造や輸入を規制する法

条としては、本条のほかに化審法（化学物質

の審査及び製造等の規制に関する法律）が

ある。化審法は、人の健康を損なうおそれ又

は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼ

すおそれがある化学物質による環境の汚染

を防止するため、新規の化学物質の製造又

は輸入に際し事前にその化学物質の性状に

関して行政が審査する制度を設けるととも

に、その有する性状等に応じ、化学物質の製

造、輸入、使用等について必要な規制を行う

ことを目的とする法律（化審法第 1 条）で

ある。 
化審法は、大きく分けて、①新規化学物質

象物の製造・輸入業者の労働者に対象物を
取り扱わせる場合には SDS の交付、それ
以外の労働者に対象物を取り扱わせる場合
にもラベルの表示を求めるなどしている。 
118 労務行政研究所編『労働安全衛生法』
（労務行政、2017年（平成 29 年））542
頁。 
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の行政による事前審査、②上市後の化学物

質の継続的な管理措置 119、③化学物質の性

状等（分解性、蓄積性、毒性、環境中での残

留状況）に応じた規制及び措置 120の 3 つの

部分から構成されている 121。これらのうち、

①が本条の機能と類似する。 
化審法は、新規化学物質を製造し、又は輸

入しようとする者に対し、あらかじめ、厚生

労働省令、経済産業省令、環境省令で定める

ところにより、その新規化学物質の名称そ

の他の厚生労働省令、経済産業省令、環境省

令で定める事項を厚生労働大臣、経済産業

大臣及び環境大臣に届け出ることを義務づ

ける（化審法第 3 条）。分解性・蓄積性・ヒ

トへの長期毒性・動植物への毒性等につい

て審査判定され、届出日から 3 カ月以内に

厚生労働大臣、経済産業大臣および環境大

臣の 3 大臣名で同法規定の化学物質分類が

通知され、当該区分（第一種特定化学物質、

監視化学物質等）に応じた規制がかけられ

る。新規化学物質の審査に関する情報は、独

立行政法人製品評価技術基盤機構による、

化審法データベース（J-CHECK: Japane 
CHEmicals Collaborative Knowledge 
database）において公開されている 122。 
  

 
119 上市後の届出による製造・輸入数量の把

握、有害性情報の報告等（一定の化学物質に

つき、製造・輸入業者による調査の結果、環

境毒性等一定の性状が判明した場合に行政

に対して行う報告等）に基づくリスク評価

を行う。 
120 製造・輸入数量の把握、有害性調査の
指示、製造・輸入許可、使用制限等。 

6．4 沿革 
6．4．1 制度史 

安

衛

法 

労基法や旧安衛則において本条に

相当する規定は存在しなかった。本

法制定時にも、本法の中に本条と直

接対応する規定は存在しなかった。

しかし有害性の調査が無視されてい

たわけではなく、今日のリスクアセ

スメント規定（法第 57 条の 3）に対

応する規定は存在した（当時の法第

58 条。内容については、5．4．1 参

照）。 
 
○「労働安全衛生法及びじん肺法の

一部を改正する法律」（昭和 52 年 7
月 1 日法律第 76 号）による明文化 
右法律に基づいて、本法に本条が

新規に追加された（本法第 57 条の

2）。 
 
○「労働安全衛生法の一部を改正す

る法律案」（昭和 63 年 5 月 17 日法

律第 37 号）による改正 
右法律に基づいて、本条が定める

化学物質の有害性の調査について

は、一定の技術的な基礎を有すると

認められる機関において、労働大臣

121 経産省WEB サイト
（https://www.meti.go.jp/policy/chemical
_management/kasinhou/about/about_inde
x.html：最終閲覧日 2022年 10月 11 日）。 
122 
https://www.nite.go.jp/chem/jcheck/top.a
ction?request_locale=ja（最終閲覧日 2022
年 10月 11 日）。 
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の定める基準に従って行わなければ

ならないものとされた。この改正は、

OECD が加盟各国に OECD テスト

ガ イ ド ラ イ ン （ The OECD 
Guidelines for the Testing of 
Chemicals）及び OECD 優良試験所

基 準 （ Good laboratory Practice: 
GLP）の採用を勧告し、右優良試験

所基準に合致した施設においてテス

トガイドラインに従って得られた化

学物質の安全性に関するデータを各

国間で相互に受容すべきことを決定

したことを背景に行われたものであ

る 123。 
 
○「労働安全衛生法及び作業環境測

定法の一部を改正する法律」（平成

11 年 5 月 21 日法律第 45 号）によ

る改正 
右法律に基づいて法第 57 条の 2

が新規に追加されたことに伴い、本

条が法第 57 条の 3 に繰り下げられ

た。 
 
○「労働安全衛生法の一部を改正す

る法律」（平成 26 年 6 月 25 日法律

第 82 号）による改正 
右法律に基づいて法第 57 条の 3

が新規に追加されたことに伴い、本

条が法第 57 条の 4（現行法）に繰り

下げられた。 

 
123 労働調査会『労働安全衛生法の詳解
〔改訂 5版〕－労働安全衛生法の逐条解説
－』（労働調査会出版局、2020年（令和 2
年））685-686 頁。 

 
6．4．2 背景となった災害等 

○「労働安全衛生法及びじん肺法の一部

を改正する法律」（昭和 52 年 7 月 1 日法律

第 76 号）に基づく本条制定の背景について

は、本書の法第 57 条「背景となった災害等」

参照。 
本条の制定に影響を与えた「化学物質の

審査及び製造等の規制に関する法律」（昭和

48 年 10 月 16 日法律第 117 号。化審法）

は、カネミ油症事件（PCB 事件）を契機と

して制定された。1968 年（昭和 43 年）10
月に北九州市で発生したこの事件は、食用

油（米ぬか油）を生産する過程で熱媒体とし

て利用されていた PCB（ポリ塩素化ビフエ

ニル）が、製造過程で食用油に混入し、これ

を食べた人々に難治性の皮膚障害、脳性麻

痺、知的障害等を発症させた事件である。発

症者は 14,320 人、死亡者は 50 人以上とさ

れる 124。 
 
○「労働安全衛生法の一部を改正する法

律案」（昭和 63 年 5 月 17 日法律第 37 号）

による改正においては、当時労働災害によ

る死傷者数が長期的には減少していたもの

の、減少幅が鈍化する傾向が見られ、①中小

規模事業場における労働災害の発生が多い

こと、②高年齢労働者の労働災害が多いこ

と、③機械等による労働災害が多いこと、④

労働者の健康保持増進への取り組みが重要

124 山本健治『戦後 70年労働災害と職業病
の年表』（第三書館、2015 年（平成 27
年））109-110 頁。 
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な課題となっていたことが背景にあった 125。

本条の改正は、このうち主に③の文脈にお

いて行われた。 
 
6．5 運用 

6．5．1 適用の実際 
66．．55．．11．．11  有有害害性性調調査査制制度度のの仕仕
組組みみとと流流れれ  

新規化学物質の有害性調査制度は、おお

むね【【資資料料 11】】「「新新規規化化学学物物質質のの有有害害性性調調査査

制制度度のの仕仕組組みみ」」のような仕組みから成り立

っている 126。また、本法に基づく新規化学

物質関連手続きは、【【資資料料 22】】（（「「新新規規化化学学物物

質質関関連連手手続続ののフフロローーチチャャーートト」」））のような流

れで行われる。 
なお、新規化学物質に関連する手続につ

いては、これを簡素化する通達が示されて

いる。①労働安全衛生法に基づく新規化学

物質の届出等の手続の一部変更について

（平成 23 年 12 月 28 日基安化発 1228 第 3
号）、②労働安全衛生法に基づく新規化学物

質の手続の簡素化について（平成 24 年 11
月 12 日基安化発 1112 第 2 号）、③バイオ

テクノロジー応用医薬品に係る有害性調査

について（令和 2 年 4 月 6 日基安化発 0406
第 3 号）である。①は、新規化学物質製造・

輸入届において従来、法定の届出書類と別

に必要事項を記載して提出していたカード

形式の調査票（定型的な質問内容が列挙さ

れた用紙）を廃止するとともに、少量新規化

 
125 労務行政研究所編『労働安全衛生法』
（労務行政、2017年（平成 29 年））71
頁。 
126 厚労省「労働安全衛生法に基づく新規
化学物質関連手続きについて」

学物質確認申請においても一部申請を簡略

化したもの、②は、化審法に基づく新規化学

物質の届出書等の写しを添付することによ

り、安衛法の新規化学物質製造・輸入届等の

記載事項の一部を要しないこと等を内容と

する手続の簡素化に対応するもの、③は、バ

イオ医薬品に係る有害性調査においては、

バイオ医薬品安全性評価通知の第 2 部の「6．
がん原性」によるがん原性評価（以下「バイ

オ医薬品がん原性評価」という。）の内容を

参考にすることとし、対象のバイオ医薬品

のがん原性に関し変異原性試験と同等以上

の知見を得ることができる試験が実施され

ている場合には、当該試験の結果が確認で

きる書類を提出することにより、別途変異

原性試験又はがん原性試験を実施せずとも

よいこととするものである。 
 

6．5．2 関連判例 
 特になし。 
 
6．6 その他 

6．6．1 罰則 
新規化学物質を製造し、又は輸入しよう

とする事業者が、本条 1 項の規定に反する

場合には、50 万円以下の罰金に処せられる

（法第 120 条第 1 号）。 
有害性の調査の結果について意見を求め

られた学識経験者が、本条第 5 項に違反し

て、当該有害性の調査の結果に関して知り

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsu
ite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anz
en/anzeneisei06/index.html：最終閲覧日
2022年 10月 11日）。 
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得た秘密を漏らした場合、6 ヶ月以下の懲

役、又は 50 万円以下の罰金に処せられる

（法第 119 条第 1 号）。 
これらについては両罰規定の適用がある

（法第 122 条）。 
 

6．6．2 民事上の効力 
 本条は、一定の化学物質の製造・輸入に

関わる事業者に当該化学物質の有害性を調

査する行政上の義務を課すこと等を目的と

するものであり、本条に違反したことが、

直ちに当該事業者等に民事上の責任を生じ

させるものではない。しかし、本条第 1 項

の有害性の調査は対象となる事業者に一般

的に義務づけられて実施されることが期待

されているもので、これを実施しないこと

がこれと関連する労災の発生に対する使用

者の過失の存在を示す証拠の一つになる。 
また、有害性の調査結果に基づいて、当

該新規化学物質による労働者の健康障害を

防止するため必要な措置を速やかに講じる

ことを求める本条第 2 項の定めは、事業者

が労働者に対して負う安全配慮義務の内容

と実質的に重複する部分がある。このこと

から、同項違反の事実は、安全配慮義務違

反を根拠づける事実の一つとなりうる。
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6．6．3 資料 
【【資資料料 11】】新新規規化化学学物物質質のの有有害害性性調調査査制制度度のの仕仕組組みみ  

 
厚労省 WEB サイト 
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/anzeneisei06/04.html ：
最終閲覧日 2022 年 10 月 9 日） 
 

【【資資料料 22】】新新規規化化学学物物質質関関連連手手続続ののフフロローーチチャャーートト  

新規化学物質を製造／輸入する計画がある 
 

    

  ↓↓     YES 
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基準に定める試験研究のための製造 
／輸入に該当するか？  

 

―――― ―――――――― ┐┐ 

    
｜｜  

↓↓ 
 

  ↓ NO 

製品やサンプルとして輸入する場合で、 
一定の要件に該当するか？ 

 

YES 

――→→ 
届出の必要なし 

 

  ↓ NO 
  YES 

↑↑  

｜｜ 

―――― ―――――――― ┘┘ 
 

安衛法の既存化学物質に該当するか？  
 

  ↓ NO     

労働者が当該物質にさらされないための 
一定の要件を満たしているか？ 

 

YES 

――→→ 

厚生労働大臣 
あて確認申請 

 

  ↓ NO     

海外などで既に有害性がない旨の知見等 
が得られているか？ 

 

YES 

――→→ 

厚生労働大臣 
あて確認申請  

 

  ↓ NO     

予定される年間の製造／輸入量が 100kg 
以下であるか？ 

 

YES 

――→→ 

少量新規化学 
物質確認申請 

 

  ↓ NO     

有害性の調査対象とすることが困難な 
化学物質であるか？ 

 

YES 

――→→ 

個別にご相談 
ください 

 

  ↓↓ 
NO     

新規化学物質の届出 

 

    

厚労省 WEB サイト 
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/anzeneisei06/01.html ：
最終閲覧日 2022 年 10 月 12 日） 
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7．第 57 条の 5 

7．1 条文 
第五十七条の五 厚生労働大臣は、化学

物質で、がんその他の重度の健康障害を

労働者に生ずるおそれのあるものについ

て、当該化学物質による労働者の健康障

害を防止するため必要があると認めると

きは、厚生労働省令で定めるところによ

り、当該化学物質を製造し、輸入し、又は

使用している事業者その他厚生労働省令

で定める事業者に対し、政令で定める有

害性の調査（当該化学物質が労働者の健

康障害に及ぼす影響についての調査をい

う。）を行い、その結果を報告すべきこと

を指示することができる。 
２ 前項の規定による指示は、化学物質

についての有害性の調査に関する技術水

準、調査を実施する機関の整備状況、当

該事業者の調査の能力等を総合的に考慮

し、厚生労働大臣の定める基準に従つて

行うものとする。 
３ 厚生労働大臣は、第一項の規定によ

る指示を行おうとするときは、あらかじ

め、厚生労働省令で定めるところにより、

学識経験者の意見を聴かなければならな

い。 
４ 第一項の規定による有害性の調査を

行つた事業者は、その結果に基づいて、

当該化学物質による労働者の健康障害を

防止するため必要な措置を速やかに講じ

なければならない。 
５ 第三項の規定により第一項の規定に

 
127 労務行政研究所編『労働安全衛生法』
（労務行政、2017年（平成 29 年））545

よる指示について意見を求められた学識

経験者は、当該指示に関して知り得た秘

密を漏らしてはならない。ただし、労働

者の健康障害を防止するためやむを得な

いときは、この限りでない。 
 
7．2 趣旨と内容 

7．2．1 趣旨 
 本条は、がん原性が疑われているが、がん

原性物質と確定するにはいまだデータ不足

である化学物質について、これを製造し、輸

入し、又は使用している事業者に対して、厚

生労働大臣が、一定の基準を満たした有害

性の調査を行い、その結果の報告を指示す

ることができることを趣旨とする（昭和 54
年 3 月 23 日基発第 132 号）。 
 

7．2．2 内容 
77．．22．．22．．11  そそのの他他のの重重度度のの健健康康
障障害害  

本条第 1 項に規定される「その他の重度

の健康障害」は、がん同様の重篤な障害をい

い、多くの場合、死亡するか又は不治の病で

労働能力を永久に喪失させる程度の疾病を

いう 127。 
 

77．．22．．22．．22  輸輸入入にに係係るる取取扱扱いい  
 化学物質を密封した部品が含まれる機械

等を輸入する場合であって、本邦の地域内

において当該化学物質が密封された状態の

まま、当該機械等が使用されるときは、当該

機械等に密封された化学物質の輸入は、第

1 項の輸入には該当しない。また、化学物質

頁。 
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を使用又は販売する事業者が、当該化学物

質の輸入に係る事務を他の事業者に委託し

た場合には、当該委託を行った事業者が第

1 項の「輸入している事業者」に該当し、化

学物質の輸入に伴う輸送の業務のみを行う

事業者は、第 1 項の「輸入している事業者」

に該当しない（昭和 54 年 3 月 23 日基発第

132 号）。 
 

77．．22．．22．．33  有有害害性性のの調調査査  
本条第 1 項に規定される「有害性の調査」

は、実験動物を用いて吸入投与、経口投与等

の方法により行うがん原性の調査を意味す

る（施行令第 18 条の 5）。この「吸入投与、

経口投与等」の「等」には、実験動物の皮膚

に塗付することによる投与が含まれる（昭

和 54 年 3 月 23 日基発第 132 号）。 
 

77．．22．．22．．44  厚厚生生労労働働大大臣臣のの指指示示  
本条第 1 項に規定される調査の指示は、

変異原性があると判断された化学物質のう

ち暴露される労働者が多く、かつ、暴露量も

多いこと、外国から入手した情報等からみ

てがん原性の疑いがあると思われること等

の要件に該当するものについて行われる

128。 
本条第 2 項に規定される「厚生労働大臣

が定める指示の基準」とは、化学物質による

疾病の死生の態様、化学物質の取扱量、関係

 
128 労務行政研究所編『労働安全衛生法』
（労務行政、2017年（平成 29 年））545
頁 
129 労務行政研究所編『労働安全衛生法』
（労務行政、2017年（平成 29 年））545
頁、労働調査会『労働安全衛生法の詳解

労働者数等からみて、調査を指示すること

が社会的に最も妥当である事業者を確定す

るための基準である 129。 
本条第 5 項の指示について意見を求めら

れた学識経験者に課される守秘義務は、知

り得た秘密の中には企業のノウハウや個人

のプライバシーにかかわるものもあり、こ

れが学識経験者から外部に漏れることとな

ると、調査を的確に実施するために必要な

資料を事業者から提出させることが不可能

となり、この制度を維持することが困難と

なるために設けられたものである 130。この

趣旨は、法第 57 条の 4 第 5 項と類似する。 
 
7．3 関連規定 

7．3．1 法条 
本条のように、化学物質の有害性の調査

を事業者等に命じる仕組みを有する法律と

して化審法がある。化審法では、スクリーニ

ング評価やリスク評価を通じてリスクの存

在が懸念される化学物質に対して、その製

造・輸入業者に対して有害性調査の指示が

行われる。 
 
7．4 沿革 

7．4．1 制度史 
安

衛

法 

○労働安全衛生法（昭和 47 年（1972
年）） 
労基法及び旧安衛則において、本

〔改訂 5版〕－労働安全衛生法の逐条解説
－』（労働調査会出版局、2020年（令和 2
年））697 頁。 
130 労務行政研究所編『労働安全衛生法』
（労務行政、2017年（平成 29 年））545
頁。 
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条に相当する規定は存在しなかった 
本法制定時にも、本法の中に本条

と直接対応する規定は存在しなかっ

た。もっとも有害性の調査が無視さ

れていたわけではなく、今日のリス

クアセスメント規定（法第 57 条の

3）に対応する規定は存在した（当時

の法第 58 条。内容については、5．
4．1 参照）。 
 
○「労働安全衛生法及びじん肺法の

一部を改正する法律」（昭和 52 年 7
月 1 日法律第 76 号）による明文化 
右法律によって、本条が本法に新

規に追加された（当時の本法第 57 条

の 3）。 
 
○「労働安全衛生法及び作業環境測

定法の一部を改正する法律」（平成

11 年 5 月 21 日法律第 45 号）によ

る改正。 
右法律に基づいて法第 57 条の 2

が新規に挿入されたことに伴い、本

条が法第 57 条の 4 に繰り下げられ

た。 
 
○「労働安全衛生法の一部を改正す

る法律」（平成 26 年 6 月 25 日法律

第 82 号）に基づく改正 
右法律に基づいて法第 57 条の 3

が新規に追加されたことに伴い、本

条が法第 57 条の 5（現行法）に繰り

下げられた。 
 

7．4．2 背景となった災害等 
「労働安全衛生法及びじん肺法の一部を

改正する法律」（昭和 52 年 7 月 1 日法律第

76号）に基づく本条制定の背景については、

本書の第 57 条「背景となった災害等」参照。 
 
7．5 運用 

7．5．1 適用の実際 
なし。 

 
7．5．2 関連判例 

 なし。 
 
7．6 その他 

7．6．1 罰則 
化学物質を製造し、輸入し、又は使用して

いる事業者等が、本条第 1 項の規定に違反

して厚生労働大臣が指示した有害性の調査

を行わない場合や、その結果を報告しない

場合は、50 万円以下の罰金に処せられる

（法第 120 条第 2 項）。 
厚生労働大臣による指示について意見を

求められた学識経験者が、本条第 5 項の規

定に違反して、当該指示に関して知り得た

秘密を漏らした場合は、6 ヶ月以下の懲役

又は 50 万円以下の罰金に処せられる（法第

119 条第 1 号）。 
これらの違反については両罰規定の適用

がある（法第 122 条）。 
 

7．6．2 民事上の効力 
本条第 1 項の厚生労働大臣による指示は、

がん原性の疑いがある等、一定の有害性が

あると予想される化学物質について行われ
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るものであり 131、その意味で事業者等が積

極的に有害性の調査を行うべきものである。

さらに本条第 4 項は、この調査を実施した

事業者に対し、この結果に基づいて、当該化

学物質による労働者の健康障害を防止する

ため必要な措置を速やかに講じることを義

務づける。本条は、直接的には行政に対する

公法上の義務を事業主に課すものである。

しかし、上記のような本条の趣旨に鑑みれ

ば、本条の義務に反して適切な調査を行わ

ない、あるいは調査は実施したがその結果

に基づいた適切な健康障害防止措置を速や

かに講じなかったことと関連して、労働者

が健康障害を被る等の損害を被った場合、

これらの義務違反は、右損害に関する事業

者の安全配慮義務違反等の責任を根拠づけ

る事実となると解される。 
 

7．6．3 資料 
 なし。 
 

  

 
131 労務行政研究所編『労働安全衛生法』
（労務行政、2017年（平成 29 年））545

頁。 
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8．第 58 条（国の援助等） 

8．1 条文 
第五十八条 国は、前二条の規定による

有害性の調査の適切な実施に資するた

め、化学物質について、有害性の調査を

実施する施設の整備、資料の提供その他

必要な援助に努めるほか、自ら有害性の

調査を実施するよう努めるものとする。 
 
8．2 趣旨と内容 

8．2．1 趣旨 
 本条は、有害性の調査を実施する施設が

必ずしも十分でない現状に鑑み、国が施設

整備を行う努力義務を負うことを明らかに

したものである 132。 
 

8．2．2 内容 
 国は、法第 57 条の 4 及び法第 57 条の 5
に基づく有害性調査の適切な実施を支援す

るために、化学物質について必要な援助を

する努力義務、及び自ら有害性の調査を行

う努力義務を負う。具体的な援助の例は、

「8．5．1 運用の実際」参照。 
 
8．3 関連規定 

8．3．1 法条 
国の援助に関する本法の規定として、法

第 19 条の 3（事業場の労働者の健康の確保

に資するための、労働者の健康管理等に関

する相談、情報の提供その他の必要な援助）、

第 63 条（事業者が行なう安全又は衛生のた

めの教育の効果的実施を図るための、指導

 
132 労務行政研究所編『労働安全衛生法』
（労務行政、2017年（平成 29 年））547

員の養成及び資質の向上のための措置、教

育指導方法の整備及び普及、教育資料の提

供その他必要な施策の充実）、第 71 条（労

働者の健康の保持増進に関する措置の適切

かつ有効な実施を図るための、必要な資料

の提供、作業環境測定及び健康診断の実施

の促進、受動喫煙の防止のための設備の設

置の促進、事業場における健康教育等に関

する指導員の確保及び資質の向上の促進そ

の他の必要な援助）、第 71 条の 4（事業者

が講ずる快適な職場環境を形成するための

措置の適切かつ有効な実施に資するための、

金融上の措置、技術上の助言、資料の提供そ

の他の必要な援助）、第 106 条（労働災害の

防止に資するための、事業者が行う安全衛

生施設の整備、特別安全衛生改善計画又は

安全衛生改善計画の実施その他の活動につ

いて、金融上の措置、技術上の助言その他必

要な援助）がある。 
 
8．4 沿革 

8．4．1 制度史 
安

衛

法 

労基法及び旧安衛則において本条

に相当する規定は存在しなかった。 
 
○労働安全衛生法（昭和 47 年（1972
年）） 
本条は、前 2 条（法第 57 条の 4、

同 57 条の 5）による化学物質の有害

性の調査の適切な実施を支援するた

めの定めであることから、この有害

性の調査に関する定めがなかった本

法制定時には、本条に相当する条文

頁。 
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は存在しなかった。 
もっとも、国が事業者の安全衛生

確保に関する取組みを支援する仕

組みは存在した。例えば、法第 106
条は、労働災害の防止に資するた

め、事業者が行なう安全衛生施設の

整備、安全衛生改善計画の実施その

他の活動について、金融上の措置、

技術上の助言その他必要な援助を

行なうように努めることを国に求

めるものであった。 
 

○「労働安全衛生法及びじん肺法の

一部を改正する法律」（昭和 52 年 7
月 1 日法律第 76 号）による改正 

右法律により、本条が本法に新規

に追加された（当時の本法第 57 条

の 4）。 
 

○「労働安全衛生法及び作業環境

測定法の一部を改正する法律」（平

成 11 年 5 月 21 日法律第 45 号）

による改正 
右法律に基づいて法第 57 条の 2

が新規に挿入されたことに伴い、本

条が法第 57 条の 5 に繰り下げられ

た。 
 
○「労働安全衛生法の一部を改正す

る法律」（平成 26 年 6 月 25 日法律

第 82 号）による改正 

 
133 
https://www.johas.go.jp/jbrc/about/tabid/
1041/Default.aspx（最終閲覧日：2022年
10月 12日）。 

右法律に基づいて法第 57 条の 3
が新規に追加されたことに伴い、本

条が法第 58 条（現行法）に繰り下げ

られた。 
 

8．4．2 背景となった災害等 
 なし。 
 
8．5 運用 

8．5．1 適用の実際 
本条において努力義務とされている、国

が有害性の調査を実施することに対応する

施設として、1982 年（昭和 57 年）に国に

よって日本バイオアッセイ研究センターが

設立されている。同センターは中央労働災

害防止協会の附属機関であり、現在独立行

政法人労働者健康安全機構に統合されてい

る。同センターには、呼吸器を介した吸入暴

露を模した吸入試験を行うことができる毒

性試験施設が設置され、長期吸入がん原性

試験や遺伝子改変動物（外部から特定の遺

伝子を導入するなど、人為的に遺伝子に操

作を加えた動物。遺伝子の機能を調べたり、

遺伝に関わる疾患を確認したりする等の目

的で作出する）を用いた発がん性試験等が

実施されている 133。 
また、既存の化学物質で多数の事業者が

製造しているもの等、法第 57 条の 5 の指示

をすることが困難なものについては、国自

体で計画的に有害性の調査を実施すること

としている 134。 

134 労働調査会『労働安全衛生法の詳解
〔改訂 5版〕－労働安全衛生法の逐条解説
－』（労働調査会出版局、2020年（令和 2
年））698 頁。 
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8．5．2 関連判例 

 なし。 
 
8．6 その他 

8．6．1 罰則 
 なし。 
 

8．6．2 民事上の効力 
 なし。 
 

8．6．3 資料 
 なし。 
 

Ｄ．考察及びＥ．結論 

化学物質に関する規制は、徐々にその内

容を充実させつつある。シンプルな製造、使

用制限から始まった規制は流通過程も対象

とした包括的な規制に展開し、日々新規の

化学物質が生まれるという課題の特徴に対

しては新規化学物質について有害性の調査

を事業主等に義務づける等の動的な対応を

講じる仕組みが設けられた。一定範囲の化

学物質に対してはリスクアセスメントの実

施が義務化され、その職場に即した危険防

止措置を講じることが期待されている。化

学物質に関する規制は、徐々に充実の程度

を高めてきたと評価することができる。 
こうした動きの原動力には、化学物質に

起因する国内の事故のほか、労働者や環境

の保護、化学物質の効率的な取引等の実現

を目指す国際的な動きが存在した。化学物

質を原因とする重大事故の発生は、当該化

学物質の有害性や危険性を認識する契機に

なるとともに、立法措置を講じるための有

力な政治的原動力になる。しかしこれによ

り健康や命が奪われる労働者等がいること

には変わりはなく、リスクアセスメントや

新規化学物質の調査義務が創設された今日

においては、このような方法によって法制

度の展開が促される場面は極小化すべきで

ある。他方、国際的要請を受けて化学物質に

関する法規制を修正、展開する場面は、今後

一層増加する。流通規制の共通化は、これに

付随する諸規制を新たに検討するにあたり、

比較法的分析の有用性を示唆している。 
また、徐々に充実しつつある現在の制度

になお課題が残ることも確かである。開発

の速度がますます上がり、種類が多様化す

る化学物質について限定列挙方式で有害

性・危険性の表示や SDS の交付を義務づけ

る仕組みには限界が見え始めている。個別

事業者にリスクアセスメントの実施を義務

づけて当該職場に応じた個別的な健康・安

全管理を実現する制度の趣旨は望ましい一

方で、リスクアセスメントを正しく実施し、

雇用管理に反映するために必要な、SDS の

整備と適切な伝達、リスクアセスメントを

実施するための専門家を育成するための仕

組みの整備、中小企業を中心としたリスク

アセスメントを実施するための経済的基盤

の整備等はなお十分とはいえない。これら

が保護しようとする労働者の心身の健康・

生命は、もっとも高い価値を与えられるべ

き基本的価値の一つであり、課題の早急な

解決が求められている。 
 

Ｆ．研究発表 

1．論文発表 
なし。 

－1399－



  分担研究報告書（長谷川 聡） 

114 
 

 
2．学会発表 
 なし。 
 

Ｇ．知的所有権の取得状況 

1．特許取得 
 該当せず。 
 
2．実用新案登録 
 該当せず。 
 
3．その他 
 該当せず。 
 

Ｈ．引用文献 

 脚注を参照されたい。 
 

関連図表 
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番番号号 物物質質名名 CCAASS番番号号
ララベベルル
裾裾切切値値

ＳＳＤＤＳＳ
裾裾切切値値

労働安全衛生法施行令別表第３第１号（製造許可物質、特定化学物質第一類物質）

1 ジクロルベンジジン及びその塩 91-94-1他 0.1% 0.1%

2 アルファ－ナフチルアミン及びその塩 134-32-7他 1% 1%

3 塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ） ＊ 0.1% 0.1%

4 オルト－トリジン及びその塩 119-93-7他 1% 0.1%

5 ジアニシジン及びその塩 119-90-4他 1% 0.1%

6 ベリリウム及びその化合物 ＊ 0.1% 0.1%

7 ベンゾトリクロリド 98-07-7 0.1% 0.1%

労働安全衛生法施行令別表第９

1 アクリルアミド 79-06-1 0.1% 0.1%

2 アクリル酸 79-10-7 1% 1%

3 アクリル酸エチル 140-88-5 1% 0.1%

4 アクリル酸ノルマル－ブチル 141-32-2 1% 0.1%

5 アクリル酸２－ヒドロキシプロピル 999-61-1 1% 0.1%

6 アクリル酸メチル 96-33-3 1% 0.1%

7 アクリロニトリル 107-13-1 1% 0.1%

8 アクロレイン 107-02-8 1% 1%

9 アジ化ナトリウム 26628-22-8 1% 1%

10 アジピン酸 124-04-9 1% 1%

11 アジポニトリル 111-69-3 1% 1%

11-2 亜硝酸イソブチル 542-56-3 １％ 0.1％

11-3 アスファルト 8052-42-4 1％ 0.1％

11-4 アセチルアセトン 123-54-6 １％ １％

12 アセチルサリチル酸（別名アスピリン） 50-78-2 0.3% 0.1%

13 アセトアミド 60-35-5 1% 0.1%

14 アセトアルデヒド 75-07-0 1% 0.1%

15 アセトニトリル 75-05-8 1% 1%

16 アセトフェノン 98-86-2 1% 1%

17 アセトン 67-64-1 1% 0.1%

18 アセトンシアノヒドリン 75-86-5 1% 1%

19 アニリン 62-53-3 1% 0.1%

20 アミド硫酸アンモニウム 7773-06-0 1% 1%

21 ２－アミノエタノール 141-43-5 1% 0.1%

22
４－アミノ－６－ターシャリ－ブチル－３－メチルチオ－１，
２，４－トリアジン－５（４Ｈ）－オン（別名メトリブジン）

21087-64-9 1% 1%

23 ３－アミノ－１Ｈ－１，２，４－トリアゾール（別名アミトロール） 61-82-5 1% 0.1%

24
４―アミノ―３，５，６―トリクロロピリジン―２―カルボン酸
（別名ピクロラム）

1918-02-1 1% 1%

25 ２―アミノピリジン 504-29-0 1% 1%

26 亜硫酸水素ナトリウム 7631-90-5 1% 1%

27 アリルアルコール 107-18-6 1% 1%

28 １―アリルオキシ―２，３―エポキシプロパン 106-92-3 1% 0.1%

29 アリル水銀化合物 ＊ 1% 0.1%

30 アリル―ノルマル―プロピルジスルフィド 2179-59-1 1% 0.1%

31 亜りん酸トリメチル 121-45-9 1% 1%

32 アルキルアルミニウム化合物 ＊ 1% 1%

33 アルキル水銀化合物 ＊ 0.3% 0.1%

34
３―（アルファ―アセトニルベンジル）―４―ヒドロキシクマリ
ン（別名ワルファリン）

81-81-2 0.3% 0.1%

35 アルファ，アルファ―ジクロロトルエン 98-87-3 0.1% 0.1%

36 アルファ―メチルスチレン 98-83-9 1% 0.1%

37
アルミニウム 7429-90-5 １％ １％

アルミニウム水溶性塩 ＊ １％ 0.1％

38
アンチモン及びその化合物（三酸化二アンチモンを除く。） ＊ 1% 0.1%

三酸化二アンチモン 1309-64-4 0.1% 0.1%

安安衛衛法法
表示・通知義務対象物質（1）

番番号号 物物質質名名 CCAASS番番号号
ララベベルル
裾裾切切値値

ＳＳＤＤＳＳ
裾裾切切値値

39 アンモニア 7664-41-7 0.2% 0.1%

39-2 石綿分析用試料等 ※１ ＊ 0.1% 0.1%

40
３―イソシアナトメチル―３，５，５―トリメチルシクロヘキシル
＝イソシアネート

4098-71-9 1% 0.1%

41 イソシアン酸メチル 624-83-9 0.3% 0.1%

42 イソプレン 78-79-5 1% 0.1%

43 Ｎ―イソプロピルアニリン 768-52-5 1% 0.1%

44
Ｎ―イソプロピルアミノホスホン酸Ｏ―エチル―Ｏ―（３―メ
チル―４―メチルチオフェニル）（別名フェナミホス）

22224-92-6 1% 0.1%

45 イソプロピルアミン 75-31-0 1% 1%

46 イソプロピルエーテル 108-20-3 1% 0.1%

47
３′―イソプロポキシ―２―トリフルオロメチルベンズアニリド
（別名フルトラニル）

66332-96-5 1% 1%

48 イソペンチルアルコール（別名イソアミルアルコール） 123-51-3 1% 1%

49 イソホロン 78-59-1 1% 0.1%

50 一塩化硫黄 10025-67-9 1% 1%

51 一酸化炭素 630-08-0 0.3% 0.1%

52 一酸化窒素 10102-43-9 1% 1%

53 一酸化二窒素 10024-97-2 0.3% 0.1%

54 イットリウム及びその化合物 ＊ 1% 1%

55 イプシロン―カプロラクタム 105-60-2 1% 1%

56 ２―イミダゾリジンチオン 96-45-7 0.3% 0.1%

57
４，４′―（４―イミノシクロヘキサ―２，５―ジエニリデンメチ
ル）ジアニリン塩酸塩（別名ＣＩベイシックレッド９）

569-61-9 1% 0.1%

58
インジウム 7440-74-6 1% 1%

インジウム化合物 ＊ 0.1% 0.1%

59 インデン 95-13-6 1% 1%

60 ウレタン 51-79-6 0.1% 0.1%

61 エタノール 64-17-5 0.1% 0.1%

62 エタンチオール 75-08-1 1% 1%

63 エチリデンノルボルネン 16219-75-3 1% 0.1%

64 エチルアミン 75-04-7 1% 1%

65 エチルエーテル 60-29-7 1% 0.1%

66 エチル―セカンダリ―ペンチルケトン 541-85-5 1% 1%

67
エチル―パラ―ニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト
（別名ＥＰＮ）

2104-64-5 1% 0.1%

68
Ｏ―エチル―Ｓ―フェニル＝エチルホスホノチオロチオナー
ト（別名ホノホス）

944-22-9 1% 0.1%

69 ２―エチルヘキサン酸 149-57-5 0.3% 0.1%

70 エチルベンゼン 100-41-4 0.1% 0.1%

71 エチルメチルケトンペルオキシド 1338-23-4 1% 1%

72 Ｎ―エチルモルホリン 100-74-3 1% 1%

72-2 エチレン 74-85-1 １％ １％

73 エチレンイミン 151-56-4 0.1% 0.1%

74 エチレンオキシド 75-21-8 0.1% 0.1%

75 エチレングリコール 107-21-1 1% 1%

76 エチレングリコールモノイソプロピルエーテル 109-59-1 1% 1%

77 エチレングリコールモノエチルエーテル（別名セロソルブ） 110-80-5 0.3% 0.1%

78
エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート（別名セロ
ソルブアセテート）

111-15-9 0.3% 0.1%

79
エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル（別名
ブチルセロソルブ）

111-76-2 1% 0.1%

79-2 エチレングリコールモノブチルエーテルアセタート 112-07-2 １％ 0.1％

80
エチレングリコールモノメチルエーテル（別名メチルセロソル
ブ）

109-86-4 0.3% 0.1%

81 エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート 110-49-6 0.3% 0.1%

82 エチレンクロロヒドリン 107-07-3 0.1% 0.1%

物質名の欄に記載された化学物質及びその物質を右欄の範囲で含有する製剤その他の物が表示及び文書交付義務対
象となります。
・その物質名で総称される異性体がある場合にはすべての異性体を含みます。
・ラベル裾切値、SDS裾切値は、当該物質の含有量（重量％）がその値未満の場合、ラベル・SDSの義務の対象と
ならない値です。

（令和４年１月１日現在）
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番番号号 物物質質名名 CCAASS番番号号
ララベベルル
裾裾切切値値

ＳＳＤＤＳＳ
裾裾切切値値

83 エチレンジアミン 107-15-3 1% 0.1%

84
１，１′―エチレン―２，２′―ビピリジニウム＝ジブロミド
（別名ジクアット）

85-00-7 1% 0.1%

85 ２―エトキシ―２，２―ジメチルエタン 637-92-3 1% 1%

86
２―（４―エトキシフェニル）―２―メチルプロピル＝３―フェ
ノキシベンジルエーテル（別名エトフェンプロックス）

80844-07-1 1% 1%

87 エピクロロヒドリン 106-89-8 0.1% 0.1%

88 １，２―エポキシ―３―イソプロポキシプロパン 4016-14-2 1% 1%

89 ２，３―エポキシ―１―プロパナール 765-34-4 1% 0.1%

90 ２，３―エポキシ―１―プロパノール 556-52-5 0.1% 0.1%

91 ２，３―エポキシプロピル＝フェニルエーテル 122-60-1 1% 0.1%

92 エメリー 1302-74-5 1% 1%

93 エリオナイト 12510-42-8 0.1% 0.1%

94 塩化亜鉛 7646-85-7 1% 0.1%

95 塩化アリル 107-05-1 1% 0.1%

96 塩化アンモニウム 12125-02-9 1% 1%

97 塩化シアン 506-77-4 1% 1%

98 塩化水素 7647-01-0 0.2% 0.1%

99 塩化チオニル 7719-09-7 1% 1%

100 塩化ビニル 75-01-4 0.1% 0.1%

101 塩化ベンジル 100-44-7 1% 0.1%

102 塩化ベンゾイル 98-88-4 1% 1%

103 塩化ホスホリル 10025-87-3 1% 1%

104 塩素 7782-50-5 1% 1%

105 塩素化カンフェン（別名トキサフェン） 8001-35-2 1% 0.1%

106 塩素化ジフェニルオキシド 31242-93-0 1% 1%

107 黄りん 12185-10-3 1% 0.1%

108 ４，４′―オキシビス（２―クロロアニリン） 28434-86-8 1% 0.1%

109
オキシビス（チオホスホン酸）Ｏ，Ｏ，Ｏ′，Ｏ′―テトラエチ
ル（別名スルホテップ）

3689-24-5 1% 0.1%

110 ４，４′―オキシビスベンゼンスルホニルヒドラジド 80-51-3 1% 1%

111 オキシビスホスホン酸四ナトリウム 7722-88-5 1% 1%

112 オクタクロロナフタレン 2234-13-1 1% 1%

113
１，２，４，５，６，７，８，８―オクタクロロ―２，３，３ａ，４，７，７ａ―ヘ
キサヒドロ―４，７―メタノ―１Ｈ―インデン（別名クロルデン）

57-74-9 1% 0.1%

114 ２―オクタノール 123-96-6 1% 1%

115 オクタン 111-65-9他 1% 1%

116 オゾン 10028-15-6 1% 0.1%

117 オメガ―クロロアセトフェノン 532-27-4 1% 0.1%

118 オーラミン 492-80-8 1% 0.1%

119 オルト―アニシジン 90-04-0 1% 0.1%

120 オルト―クロロスチレン 2039-87-4 1% 1%

121 オルト―クロロトルエン 95-49-8 1% 1%

122 オルト―ジクロロベンゼン 95-50-1 1% 1%

123 オルト―セカンダリ―ブチルフェノール 89-72-5 1% 1%

124 オルト―ニトロアニソール 91-23-6 1% 0.1%

125 オルト―フタロジニトリル 91-15-6 1% 1%

126 過酸化水素 7722-84-1 1% 0.1%

127 ガソリン 8006-61-9 1% 0.1%

128 カテコール 120-80-9 1% 0.1%

129 カドミウム及びその化合物 ＊ 0.1% 0.1%

130 カーボンブラック 1333-86-4 1% 0.1%

131 カルシウムシアナミド 156-62-7 1% 1%

132 ぎ酸 64-18-6 1% 1%

133 ぎ酸エチル 109-94-4 1% 1%

134 ぎ酸メチル 107-31-3 1% 1%

135

キシリジン 1300-73-8

1% 0.1%

２，３－キシリジン 87-59-2

２，４－キシリジン 95-68-1

２，５－キシリジン 95-78-3

２，６－キシリジン 87-62-7

３，４－キシリジン 95-64-7

３，５－キシリジン 108-69-0

番番号号 物物質質名名 CCAASS番番号号
ララベベルル
裾裾切切値値

ＳＳＤＤＳＳ
裾裾切切値値

136

キシレン 1330-20-7

0.3% 0.1%
ｏ－キシレン 95-47-6

ｍ－キシレン 108-38-3

ｐ－キシレン 106-42-3

137 銀及びその水溶性化合物 ＊ 1% 0.1%

138 クメン 98-82-8 1% 0.1%

139 グルタルアルデヒド 111-30-8 1% 0.1%

140 クレオソート油 61789-28-4 0.1% 0.1%

141

クレゾール 1319-77-3
1% 0.1%

ｏ－クレゾール 95-48-7

ｍ－クレゾール 108-39-4
1% 0.1%

ｐ－クレゾール 106-44-5

142

クロム及びその化合物（クロム酸及びクロム酸塩並びに重
クロム酸及び重クロム酸塩を除く。）

＊ 1% 0.1%

クロム酸及びクロム酸塩 ＊ 0.1% 0.1%

重クロム酸及び重クロム酸塩 ＊ 0.1% 0.1%

143 クロロアセチル＝クロリド 79-04-9 1% 1%

144 クロロアセトアルデヒド 107-20-0 1% 0.1%

145 クロロアセトン 78-95-5 1% 1%

146 クロロエタン（別名塩化エチル） 75-00-3 1% 0.1%

147
２―クロロ―４―エチルアミノ―６―イソプロピルアミノ―１，
３，５―トリアジン（別名アトラジン）

1912-24-9 1% 0.1%

148 ４―クロロ―オルト―フェニレンジアミン 95-83-0 1% 0.1%

148-2 クロロ酢酸 79-11-8 １％ １％

149 クロロジフルオロメタン（別名ＨＣＦＣ―２２） 75-45-6 1% 0.1%

150 ２―クロロ―６―トリクロロメチルピリジン（別名ニトラピリン） 1929-82-4 1% 1%

151
２―クロロ―１，１，２―トリフルオロエチルジフルオロメチル
エーテル（別名エンフルラン）

13838-16-9 1% 0.1%

152 １―クロロ―１―ニトロプロパン 600-25-9 1% 1%

153 クロロピクリン 76-06-2 1% 1%

154

クロロフェノール 25167-80-0

1% 0.1%
ｏ－クロロフェノール 95-57-8

ｍ－クロロフェノール 108-43-0

ｐ－クロロフェノール 106-48-9

155 ２―クロロ―１，３―ブタジエン 126-99-8 1% 0.1%

155-2 １―クロロ―２プロパノール 127-00-4 1％ 1％

155-3 ２―クロロ―１プロパノール 78-89-7 1％ 1％

156 ２―クロロプロピオン酸 598-78-7 1% 1%

157 ２―クロロベンジリデンマロノニトリル 2698-41-1 1% 1%

158 クロロベンゼン 108-90-7 1% 0.1%

159 クロロペンタフルオロエタン（別名ＣＦＣ―１１５） 76-15-3 1% 1%

160 クロロホルム 67-66-3 1% 0.1%

161 クロロメタン（別名塩化メチル） 74-87-3 0.3% 0.1%

162 ４―クロロ―２―メチルアニリン及びその塩酸塩
95-69-2

3165-93-3
0.1% 0.1%

162
-2

Ｏ―３―クロロ―４―メチル―２―オキソ―２Ｈ―クロメン
―７―イル＝Ｏ′Ｏ′′―ジエチル＝ホスホロチオアート

56-72-4 １％ １％

163 クロロメチルメチルエーテル 107-30-2 0.1% 0.1%

164 軽油 64741-44-2 1% 0.1%

165 けつ岩油 68308-34-9 0.1% 0.1%

165
-2

結晶質シリカ
14808-60-7

他 0.1％ 0.1％

166 ケテン 463-51-4 1% 1%

167 ゲルマン 7782-65-2 1% 1%

168 鉱油 ＊ 1% 0.1%

169 五塩化りん 10026-13-8 1% 1%

170 固形パラフィン 8002-74-2 1% 1%

171 五酸化バナジウム 1314-62-1 0.1% 0.1%

172 コバルト及びその化合物 ＊ 0.1% 0.1%

173 五弗化臭素 7789-30-2 1% 1%

174 コールタール ＊ 0.1% 0.1%

175 コールタールナフサ ＊ 1% 1%

176 酢酸 64-19-7 1% 1%

43－1402－



安安衛衛法法
表示・通知義務対象物質（3）

番番号号 物物質質名名 CCAASS番番号号
ララベベルル
裾裾切切値値

ＳＳＤＤＳＳ
裾裾切切値値

227 １，４―ジオキサン 123-91-1 1% 0.1%

228
１，４―ジオキサン―２，３―ジイルジチオビス（チオホスホン酸）Ｏ，
Ｏ，Ｏ′，Ｏ′―テトラエチル（別名ジオキサチオン）

78-34-2 1% 1%

229 １，３―ジオキソラン 646-06-0 1% 0.1%

230 シクロヘキサノール 108-93-0 1% 0.1%

231 シクロヘキサノン 108-94-1 1% 0.1%

232 シクロヘキサン 110-82-7 1% 1%

233 シクロヘキシルアミン 108-91-8 0.1% 0.1%

234 ２―シクロヘキシルビフェニル 10470-01-6 1% 0.1%

235 シクロヘキセン 110-83-8 1% 1%

236 シクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン 12079-65-1 1% 1%

237 シクロペンタジエン 542-92-7 1% 1%

238 シクロペンタン 287-92-3 1% 1%

239 ジクロロアセチレン 7572-29-4 1% 1%

240

ジクロロエタン 下記

1% 0.1%１，１－ジクロロエタン 75-34-3

１，２－ジクロロエタン 107-06-2

241

ジクロロエチレン 下記

1% 0.1%１，１－ジクロロエチレン 75-35-4

１，２－ジクロロエチレン 540-59-0

241-2 ジクロロ酢酸 79-43-6 １％ 0.1％

242 ３，３′―ジクロロ―４，４′―ジアミノジフェニルメタン 101-14-4 0.1% 0.1%

243 ジクロロジフルオロメタン（別名ＣＦＣ―１２） 75-71-8 1% 1%

244 １，３―ジクロロ―５，５―ジメチルイミダゾリジン―２，４―ジオン 118-52-5 1% 1%

245
３，５―ジクロロ―２，６―ジメチル―４―ピリジノール（別名
クロピドール）

2971-90-6 1% 1%

246 ジクロロテトラフルオロエタン（別名ＣＦＣ―１１４） 76-14-2 1% 1%

247 ２，２―ジクロロ―１，１，１―トリフルオロエタン（別名ＨＣＦＣ―１２３） 306-83-2 1% 1%

248 １，１―ジクロロ―１―ニトロエタン 594-72-9 1% 1%

249 ３―（３，４―ジクロロフェニル）―１，１―ジメチル尿素（別名ジウロン） 330-54-1 1% 1%

250 ２，４―ジクロロフェノキシエチル硫酸ナトリウム 136-78-7 1% 1%

251 ２，４―ジクロロフェノキシ酢酸 94-75-7 1% 0.1%

252 １，４―ジクロロ―２―ブテン 764-41-0 0.1% 0.1%

253 ジクロロフルオロメタン（別名ＨＣＦＣ―２１） 75-43-4 1% 0.1%

254 １，２―ジクロロプロパン 78-87-5 0.1% 0.1%

255 ２，２―ジクロロプロピオン酸 75-99-0 1% 1%

256 １，３―ジクロロプロペン 542-75-6 1% 0.1%

257 ジクロロメタン（別名二塩化メチレン） 75-09-2 1% 0.1%

258 四酸化オスミウム 20816-12-0 1% 1%

259 ジシアン 460-19-5 1% 1%

260 ジシクロペンタジエニル鉄 102-54-5 1% 1%

261 ジシクロペンタジエン 77-73-6 1% 1%

262 ２，６―ジ―ターシャリ―ブチル―４―クレゾール 128-37-0 1% 0.1%

263
１，３―ジチオラン―２―イリデンマロン酸ジイソプロピル（別
名イソプロチオラン）

50512-35-1 1% 1%

264
ジチオりん酸Ｏ―エチル―Ｏ―（４―メチルチオフェニル）
―Ｓ―ノルマル―プロピル（別名スルプロホス）

35400-43-2 1% 1%

265
ジチオりん酸Ｏ，Ｏ―ジエチル―Ｓ―（２―エチルチオエチ
ル）（別名ジスルホトン）

298-04-4 1% 0.1%

266
ジチオりん酸Ｏ，Ｏ―ジエチル―Ｓ―エチルチオメチル（別
名ホレート）

298-02-2 1% 0.1%

266-2
ジチオりん酸Ｏ，Ｏ―ジエチル―Ｓ―（ターシャリ―ブチルチ
オメチル）(別名テルブホス）

13071-79-9 1％ 0.1％

267
ジチオりん酸Ｏ，Ｏ―ジメチル―Ｓ―［（４―オキソ―１，２，３―ベン
ゾトリアジン―３（４Ｈ）―イル）メチル］（別名アジンホスメチル）

86-50-0 1% 0.1%

268
ジチオりん酸Ｏ，Ｏ―ジメチル―Ｓ―１，２―ビス（エトキシカ
ルボニル）エチル（別名マラチオン）

121-75-5 1% 0.1%

269
ジナトリウム＝４―［（２，４―ジメチルフェニル）アゾ］―３―ヒドロキシ
―２，７―ナフタレンジスルホナート（別名ポンソーＭＸ）

3761-53-3 1% 0.1%

270

ジナトリウム＝８―［［３，３′―ジメチル―４′―［［４―［［（４―メチ
ルフェニル）スルホニル］オキシ］フェニル］アゾ］［１，１′―ビフェニ
ル］―４―イル］アゾ］―７―ヒドロキシ―１，３―ナフタレンジスルホ
ナート（別名ＣＩアシッドレッド１１４）

6459-94-5 1% 0.1%

271
ジナトリウム＝３―ヒドロキシ―４―［（２，４，５―トリメチルフェニル）ア
ゾ］―２，７―ナフタレンジスルホナート（別名ポンソー３Ｒ）

3564-09-8 1% 0.1%

272 ２，４―ジニトロトルエン 121-14-2 1% 0.1%

番番号号 物物質質名名 CCAASS番番号号
ララベベルル
裾裾切切値値

ＳＳＤＤＳＳ
裾裾切切値値

177 酢酸エチル 141-78-6 1% 1%

178 酢酸１，３―ジメチルブチル 108-84-9 1% 1%

179 酢酸鉛 301-04-2 0.3% 0.1%

180 酢酸ビニル 108-05-4 1% 0.1%

181

酢酸ブチル 下記

1% 1%

酢酸ｎ－ブチル 123-86-4

酢酸イソブチル 110-19-0

酢酸tert－ブチル 540-88-5

酢酸sec－ブチル 105-46-4

182

酢酸プロピル 下記

1% 1%酢酸ｎ－プロピル 109-60-4

酢酸イソプロピル 108-21-4

183 酢酸ベンジル 140-11-4 1% 1%

184

酢酸ペンチル（別名酢酸アミル） 628-63-7他

1% 0.1%酢酸ｎ－ペンチル（別名酢酸ｎ－アミル） 628-63-7

酢酸イソペンチル（別名酢酸イソアミル） 123-92-2

185 酢酸メチル 79-20-9 1% 1%

186 サチライシン 9014-01-1 1% 0.1%

187 三塩化りん 7719-12-2 1% 1%

188 酸化亜鉛 1314-13-2 1% 0.1%

189 酸化アルミニウム 1344-28-1 1% 1%

190 酸化カルシウム 1305-78-8 1% 1%

191 酸化チタン（Ⅳ） 13463-67-7 1% 0.1%

192 酸化鉄 1309-37-1 1% 1%

193 １，２―酸化ブチレン 106-88-7 1% 0.1%

194 酸化プロピレン 75-56-9 0.1% 0.1%

195 酸化メシチル 141-79-7 1% 0.1%

196 三酸化二ほう素 1303-86-2 1% 1%

197 三臭化ほう素 10294-33-4 1% 1%

197-2 三弗化アルミニウム 7784-18-1 １％ 0.1％

198 三弗化塩素 7790-91-2 1% 1%

199 三弗化ほう素 7637-07-2 1% 1%

200 次亜塩素酸カルシウム 7778-54-3 1% 0.1%

201 Ｎ，Ｎ′―ジアセチルベンジジン 613-35-4 1% 0.1%

202 ジアセトンアルコール 123-42-2 1% 0.1%

203 ジアゾメタン 334-88-3 0.2% 0.1%

204 シアナミド 420-04-2 1% 0.1%

205 ２―シアノアクリル酸エチル 7085-85-0 1% 0.1%

206 ２―シアノアクリル酸メチル 137-05-3 1% 0.1%

207 ２，４―ジアミノアニソール 615-05-4 1% 0.1%

208 ４，４′―ジアミノジフェニルエーテル 101-80-4 1% 0.1%

209 ４，４′―ジアミノジフェニルスルフィド 139-65-1 1% 0.1%

210 ４，４′―ジアミノ―３，３′―ジメチルジフェニルメタン 838-88-0 1% 0.1%

211 ２，４―ジアミノトルエン 95-80-7 1% 0.1%

212 四アルキル鉛 ＊ － 0.1%

213 シアン化カリウム 151-50-8 1% 1%

214 シアン化カルシウム 592-01-8 1% 1%

215 シアン化水素 74-90-8 1% 1%

216 シアン化ナトリウム 143-33-9 1% 0.1%

217 ジイソブチルケトン 108-83-8 1% 1%

218 ジイソプロピルアミン 108-18-9 1% 1%

219 ジエタノールアミン 111-42-2 1% 0.1%

220 ２―（ジエチルアミノ）エタノール 100-37-8 1% 1%

221 ジエチルアミン 109-89-7 1% 1%

222 ジエチルケトン 96-22-0 1% 1%

223 ジエチル―パラ―ニトロフェニルチオホスフェイト（別名パラチオン） 56-38-2 1% 0.1%

224 １，２―ジエチルヒドラジン 1615-80-1 1% 0.1%

224-2 Ｎ，Ｎ―ジエチルヒドロキシルアミン 3710-84-7 １％ １％

224-3 ジエチレングリコールモノブチルエーテル 112-34-5 １％ １％

225 ジエチレントリアミン 111-40-0 0.3% 0.1%

226 四塩化炭素 56-23-5 1% 0.1%
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番番号号 物物質質名名 CCAASS番番号号
ララベベルル
裾裾切切値値

ＳＳＤＤＳＳ
裾裾切切値値

323 スチレン 100-42-5 0.3% 0.1%

324 ステアリン酸亜鉛 557-05-1 1% 1%

325 ステアリン酸ナトリウム 822-16-2 1% 1%

326 ステアリン酸鉛 1072-35-1 0.1% 0.1%

327 ステアリン酸マグネシウム 557-04-0 1% 1%

328 ストリキニーネ 57-24-9 1% 1%

329 石油エーテル ＊ 1% 1%

330 石油ナフサ ＊ 1% 1%

331 石油ベンジン ＊ 1% 1%

332 セスキ炭酸ナトリウム 533-96-0 1% 1%

333 セレン及びその化合物 ＊ 1% 0.1%

334
２―ターシャリ―ブチルイミノ―３―イソプロピル―５―フェニルテトラヒ
ドロ―４Ｈ―１，３，５―チアジアジン―４―オン（別名ブプロフェジン）

69327-
76-0

1% 1%

335 タリウム及びその水溶性化合物 ＊ 0.1% 0.1%

336 炭化けい素 409-21-2 0.1% 0.1%

337 タングステン及びその水溶性化合物 ＊ 1% 1%

338 タンタル及びその酸化物 ＊ 1% 1%

339
チオジ（パラ―フェニレン）―ジオキシ―ビス（チオホスホン
酸）Ｏ，Ｏ，Ｏ′，Ｏ′―テトラメチル（別名テメホス）

3383-
96-8

1% 1%

340 チオ尿素 62-56-6 1% 0.1%

341
４，４′―チオビス（６―ターシャリ―ブチル―３―メチル
フェノール）

96-69-5 1% 1%

342 チオフェノール 108-98-5 1% 0.1%

343
チオりん酸Ｏ，Ｏ―ジエチル―Ｏ―（２―イソプロピル―６―
メチル―４―ピリミジニル）（別名ダイアジノン）

333-41-5 1% 0.1%

344 チオりん酸Ｏ，Ｏ―ジエチル―エチルチオエチル（別名ジメトン） 8065-48-3 1% 0.1%

345
チオりん酸Ｏ，Ｏ―ジエチル―Ｏ―（６―オキソ―１―フェニル―１，６
―ジヒドロ―３―ピリダジニル）（別名ピリダフェンチオン）

119-12-
0

1% 1%

346
チオりん酸Ｏ，Ｏ―ジエチル―Ｏ―（３，５，６―トリクロロ―２
―ピリジル）（別名クロルピリホス）

2921-88-
2

1% 1%

347
チオりん酸Ｏ，Ｏ―ジエチル―Ｏ―［４―（メチルスルフィニ
ル）フェニル］（別名フェンスルホチオン）

115-90-
2

1% 1%

348
チオりん酸Ｏ，Ｏ―ジメチル―Ｏ―（２，４，５―トリクロロフェ
ニル）（別名ロンネル）

299-84-
3

1% 0.1%

349
チオりん酸Ｏ，Ｏ―ジメチル―Ｏ―（３―メチル―４―ニトロ
フェニル）（別名フェニトロチオン）

122-14-
5

1% 1%

350
チオりん酸Ｏ，Ｏ―ジメチル―Ｏ―（３―メチル―４―メチル
チオフェニル）（別名フェンチオン）

55-38-9 1% 0.1%

351 デカボラン
17702-
41-9

1% 1%

352 鉄水溶性塩 ＊ 1% 1%

353 １，４，７，８―テトラアミノアントラキノン（別名ジスパースブルー１） 2475-45-8 1% 0.1%

354 テトラエチルチウラムジスルフィド（別名ジスルフィラム） 97-77-8 1% 0.1%

355 テトラエチルピロホスフェイト（別名ＴＥＰＰ） 107-49-3 1% 1%

356 テトラエトキシシラン 78-10-4 1% 1%

357 １，１，２，２―テトラクロロエタン（別名四塩化アセチレン） 79-34-5 1% 0.1%

358
Ｎ―（１，１，２，２―テトラクロロエチルチオ）―１，２，３，６―
テトラヒドロフタルイミド（別名キャプタフォル）

2425-
06-1

0.1% 0.1%

359 テトラクロロエチレン（別名パークロルエチレン）
127-18-

4
0.1% 0.1%

360
４，５，６，７―テトラクロロ―１，３―ジヒドロベンゾ［ｃ］フラン
―２―オン（別名フサライド）

27355-
22-2

1% 1%

361 テトラクロロジフルオロエタン（別名ＣＦＣ―１１２） 76-12-0 1% 1%

362 ２，３，７，８―テトラクロロジベンゾ―１，４―ジオキシン 1746-01-6 0.1% 0.1%

363 テトラクロロナフタレン 1335-88-2 1% 1%

364
テトラナトリウム＝３，３′―［（３，３′―ジメチル―４，４′―ビフェニ
リレン）ビス（アゾ）］ビス［５―アミノ―４―ヒドロキシ―２，７―ナフタレン
ジスルホナート］（別名トリパンブルー）

72-57-1 1% 0.1%

365
テトラナトリウム＝３，３′―［（３，３′―ジメトキシ―４，４′―ビフェ
ニリレン）ビス（アゾ）］ビス［５―アミノ―４―ヒドロキシ―２，７―ナフタ
レンジスルホナート］（別名ＣＩダイレクトブルー１５）

2429-
74-5

1% 0.1%

366 テトラニトロメタン 509-14-8 1% 0.1%

367 テトラヒドロフラン 109-99-9 1% 0.1%

367-2 テトラヒドロメチル無水フタル酸 11070-44-3 １％ 0.1％

368 テトラフルオロエチレン 116-14-3 1% 0.1%

番番号号 物物質質名名 CCAASS番番号号
ララベベルル
裾裾切切値値

ＳＳＤＤＳＳ
裾裾切切値値

273 ジニトロベンゼン 25154-54-5 1% 0.1%

274 ２―（ジ―ノルマル―ブチルアミノ）エタノール 102-81-8 1% 1%

275 ジ―ノルマル―プロピルケトン 123-19-3 1% 1%

276 ジビニルベンゼン 1321-74-0 1% 0.1%

277 ジフェニルアミン 122-39-4 1% 0.1%

278 ジフェニルエーテル 101-84-8 1% 1%

279 １，２―ジブロモエタン（別名ＥＤＢ） 106-93-4 0.1% 0.1%

280 １，２―ジブロモ―３―クロロプロパン 96-12-8 0.1% 0.1%

281 ジブロモジフルオロメタン 75-61-6 1% 1%

282 ジベンゾイルペルオキシド 94-36-0 1% 0.1%

283 ジボラン 19287-45-7 1% 1%

284 Ｎ，Ｎ―ジメチルアセトアミド 127-19-5 1% 0.1%

285 Ｎ，Ｎ―ジメチルアニリン 121-69-7 1% 1%

286

［４―［［４―（ジメチルアミノ）フェニル］［４―［エチル（３―スルホベ
ンジル）アミノ］フェニル］メチリデン］シクロヘキサン―２，５―ジエン
―１―イリデン］（エチル）（３―スルホナトベンジル）アンモニウムナト
リウム塩（別名ベンジルバイオレット４Ｂ）

1694-09-3 1% 0.1%

287 ジメチルアミン 124-40-3 1% 0.1%

288
ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト（別名メチ
ルジメトン）

8022-00-2 1% 0.1%

289 ジメチルエトキシシラン 14857-34-2 1% 0.1%

290 ジメチルカルバモイル＝クロリド 79-44-7 0.1% 0.1%

291 ジメチル―２，２―ジクロロビニルホスフェイト（別名ＤＤＶＰ） 62-73-7 1% 0.1%

292 ジメチルジスルフィド 624-92-0 1% 0.1%

292
-2

ジメチル＝２，２，２―トリクロロ―１―ヒドロキシエチルホス
ホナート（別名DEP）

52-68-6 １％ 0.1％

293 Ｎ，Ｎ―ジメチルニトロソアミン 62-75-9 0.1% 0.1%

294
ジメチル―パラ―ニトロフェニルチオホスフェイト（別名メチ
ルパラチオン）

298-00-0 1% 0.1%

295

ジメチルヒドラジン 下記

0.1% 0.1%１，１－ジメチルヒドラジン 57-14-7

１，２－ジメチルヒドラジン 540-73-8

296
１，１′―ジメチル―４，４′―ビピリジニウム＝ジクロリド
（別名パラコート）

1910-42-5 1% 1%

297 １，１′―ジメチル―４，４′―ビピリジニウム２メタンスルホン酸塩 2074-50-2 1% 1%

298
２―（４，６―ジメチル―２―ピリミジニルアミノカルボニルアミノスル
フォニル）安息香酸メチル（別名スルホメチュロンメチル）

74222-97-2 1% 0.1%

299 Ｎ，Ｎ―ジメチルホルムアミド 68-12-2 0.3% 0.1%

300
１―［（２，５―ジメトキシフェニル）アゾ］―２―ナフトール
（別名シトラスレッドナンバー２）

6358-53-8 1% 0.1%

301 臭化エチル 74-96-4 1% 0.1%

302 臭化水素 10035-10-6 1% 1%

303 臭化メチル 74-83-9 1% 0.1%

304 しゆう酸 144-62-7 1% 0.1%

305 臭素 7726-95-6 1% 1%

306 臭素化ビフェニル ＊ 1% 0.1%

307 硝酸 7697-37-2 1% 1%

308 硝酸アンモニウム 6484-52-2 ― ―

309 硝酸ノルマル―プロピル 627-13-4 1% 1%

310 しよう脳 76-22-2 1% 1%

311 シラン 7803-62-5 1% 1%

313 ジルコニウム化合物 ＊ 1% 1%

314
人造鉱物繊維（リフラクトリーセラミックファイバーを除く。） ＊ 1% 1%

リフラクトリーセラミックファイバー 142844-00-6 1% 0.1%

315 水銀及びその無機化合物 ＊ 0.3% 0.1%

316 水酸化カリウム 1310-58-3 1% 1%

317 水酸化カルシウム 1305-62-0 1% 1%

318 水酸化セシウム 21351-79-1 1% 1%

319 水酸化ナトリウム 1310-73-2 1% 1%

320 水酸化リチウム 1310-65-2 0.3% 0.1%

320-2 水素化ビス（２―メトキシエトキシ）アルミニウムナトリウム 22722-98-1 １％ １％

321 水素化リチウム 7580-67-8 0.3% 0.1%

322 すず及びその化合物 ＊ 1% 0.1%
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安安衛衛法法
表示・通知義務対象物質（5）

番番号号 物物質質名名 CCAASS番番号号
ララベベルル
裾裾切切値値

ＳＳＤＤＳＳ
裾裾切切値値

420 ５―ニトロアセナフテン 602-87-9 1% 0.1%

421 ニトロエタン 79-24-3 1% 1%

422 ニトログリコール 628-96-6 1% 1%

423 ニトログリセリン 55-63-0 － －

424 ニトロセルローズ 9004-70-0 － －

425 Ｎ―ニトロソモルホリン 59-89-2 1% 0.1%

426

ニトロトルエン 1321-12-6

0.1% 0.1%
ｏ－ニトロトルエン 88-72-2

ｍ－ニトロトルエン 99-08-1

ｐ－ニトロトルエン 99-99-0

427

ニトロプロパン 下記

1% 0.1%１－ニトロプロパン 108-03-2

２－ニトロプロパン 79-46-9

428 ニトロベンゼン 98-95-3 1% 0.1%

429 ニトロメタン 75-52-5 1% 0.1%

430 乳酸ノルマル―ブチル 138-22-7 1% 1%

431 二硫化炭素 75-15-0 0.3% 0.1%

432 ノナン 111-84-2他 1% 1%

433 ノルマル―ブチルアミン 109-73-9 1% 1%

434 ノルマル―ブチルエチルケトン 106-35-4 1% 1%

435 ノルマル―ブチル―２，３―エポキシプロピルエーテル 2426-08-6 1% 0.1%

436
Ｎ―［１―（Ｎ―ノルマル―ブチルカルバモイル）―１Ｈ―２
―ベンゾイミダゾリル］カルバミン酸メチル（別名ベノミル）

17804-35-2 0.1% 0.1%

437 白金及びその水溶性塩 ＊ 1% 0.1%

438 ハフニウム及びその化合物 ＊ 1% 1%

439 パラ―アニシジン 104-94-9 1% 1%

440 パラ―クロロアニリン 106-47-8 1% 0.1%

441 パラ―ジクロロベンゼン 106-46-7 0.3% 0.1%

442 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン 60-11-7 1% 0.1%

443 パラ―ターシャリ―ブチルトルエン 98-51-1 0.3% 0.1%

444 パラ―ニトロアニリン 100-01-6 1% 0.1%

445 パラ―ニトロクロロベンゼン 100-00-5 1% 0.1%

446 パラ―フェニルアゾアニリン 60-09-3 1% 0.1%

447 パラ―ベンゾキノン 106-51-4 1% 1%

448 パラ―メトキシフェノール 150-76-5 1% 1%

449 バリウム及びその水溶性化合物 ＊ 1% 1%

450 ピクリン酸 88-89-1 － －

451 ビス（２，３―エポキシプロピル）エーテル 2238-07-5 1% 1%

452 １，３―ビス［（２，３―エポキシプロピル）オキシ］ベンゼン 101-90-6 1% 0.1%

453 ビス（２―クロロエチル）エーテル 111-44-4 1% 1%

454 ビス（２―クロロエチル）スルフィド（別名マスタードガス） 505-60-2 0.1% 0.1%

455 Ｎ，Ｎ―ビス（２―クロロエチル）メチルアミン―Ｎ―オキシド 126-85-2 0.1% 0.1%

456
ビス（ジチオりん酸）Ｓ，Ｓ′―メチレン―Ｏ，Ｏ， Ｏ′，
Ｏ′―テトラエチル（別名エチオン）

563-12-2 1% 1%

457 ビス（２―ジメチルアミノエチル）エーテル 3033-62-3 1% 1%

458 砒素及びその化合物 ＊ 0.1% 0.1%

459 ヒドラジン 302-01-2 1% 0.1%

460 ヒドラジン一水和物 7803-57-8 1% 0.1%

461 ヒドロキノン 123-31-9 0.1% 0.1%

462 ４―ビニル―１―シクロヘキセン 100-40-3 1% 0.1%

463 ４―ビニルシクロヘキセンジオキシド 106-87-6 1% 0.1%

464 ビニルトルエン 25013-15-4 1% 1%

464-2 Ｎ―ビニル―２―ピロリドン 88-12-0 １％ 0.1％

465 ビフェニル 92-52-4 1% 0.1%

466 ピペラジン二塩酸塩 142-64-3 1% 1%

467 ピリジン 110-86-1 1% 0.1%

468 ピレトラム 8003-34-7 1% 0.1%

468-2 フェニルイソシアネート 103-71-9 1％ 0.1％

469 フェニルオキシラン 96-09-3 0.1% 0.1%

470 フェニルヒドラジン 100-63-0 1% 0.1%

471 フェニルホスフィン 638-21-1 1% 0.1%

番番号号 物物質質名名 CCAASS番番号号
ララベベルル
裾裾切切値値

ＳＳＤＤＳＳ
裾裾切切値値

369 １，１，２，２―テトラブロモエタン 79-27-6 1% 1%

370 テトラブロモメタン 558-13-4 1% 1%

371 テトラメチルこはく酸ニトリル 3333-52-6 1% 1%

372 テトラメチルチウラムジスルフィド（別名チウラム） 137-26-8 0.1% 0.1%

373 テトラメトキシシラン 681-84-5 1% 1%

374 テトリル 479-45-8 1% 0.1%

375 テルフェニル 26140-60-3 1% 1%

376 テルル及びその化合物 ＊ 1% 0.1%

377 テレビン油 8006-64-2 1% 0.1%

378 テレフタル酸 100-21-0 1% 1%

379 銅及びその化合物 ＊ 1% 0.1%

380 灯油 8008-20-6 1% 0.1%

381 トリエタノールアミン 102-71-6 1% 0.1%

382 トリエチルアミン 121-44-8 1% 1%

383

トリクロロエタン 下記

1% 0.1%１，１，１－トリクロロエタン 71-55-6

１，１，２－トリクロロエタン 79-00-5

384 トリクロロエチレン 79-01-6 0.1% 0.1%

385 トリクロロ酢酸 76-03-9 1% 0.1%

386 １，１，２―トリクロロ―１，２，２―トリフルオロエタン 76-13-1 1% 1%

387 トリクロロナフタレン 1321-65-9 1% 1%

388
１，１，１―トリクロロ―２，２―ビス（４―クロロフェニル）エタン
（別名ＤＤＴ）

50-29-3 0.1% 0.1%

389
１，１，１―トリクロロ―２，２―ビス（４―メトキシフェニル）エタ
ン（別名メトキシクロル）

72-43-5 1% 0.1%

390 ２，４，５―トリクロロフェノキシ酢酸 93-76-5 0.3% 0.1%

391 トリクロロフルオロメタン（別名ＣＦＣ―１１） 75-69-4 1% 0.1%

392 １，２，３―トリクロロプロパン 96-18-4 0.1% 0.1%

393 １，２，４―トリクロロベンゼン 120-82-1 1% 1%

394 トリクロロメチルスルフェニル＝クロリド 594-42-3 1% 1%

395
Ｎ―（トリクロロメチルチオ）―１，２，３，６―テトラヒドロフタル
イミド（別名キャプタン）

133-06-2 1% 0.1%

396 トリシクロヘキシルすず＝ヒドロキシド 13121-70-5 1% 1%

397
１，３，５―トリス（２，３―エポキシプロピル）―１，３，５―トリ
アジン―２，４，６（１Ｈ，３Ｈ，５Ｈ）―トリオン

2451-62-9 0.1% 0.1%

398 トリス（Ｎ，Ｎ―ジメチルジチオカルバメート）鉄（別名ファーバム） 14484-64-1 1% 0.1%

399 トリニトロトルエン 118-96-7 1% 0.1%

400 トリフェニルアミン 603-34-9 1% 1%

401 トリブロモメタン 75-25-2 1% 0.1%

402 ２―トリメチルアセチル―１，３―インダンジオン 83-26-1 1% 1%

403 トリメチルアミン 75-50-3 1% 1%

404 トリメチルベンゼン 25551-13-7 1% 1%

405 トリレンジイソシアネート 26471-62-5他 1% 0.1%

406

トルイジン 26915-12-8

0.1% 0.1%
ｏ－トルイジン 95-53-4

ｍ－トルイジン 108-44-1

ｐ－トルイジン 106-49-0

407 トルエン 108-88-3 0.3% 0.1%

408 ナフタレン 91-20-3 1% 0.1%

409 １―ナフチルチオ尿素 86-88-4 1% 1%

410 １―ナフチル―Ｎ―メチルカルバメート（別名カルバリル） 63-25-2 1% 1%

411 鉛及びその無機化合物 ＊ 0.1% 0.1%

412 二亜硫酸ナトリウム 7681-57-4 1% 1%

413 ニコチン 54-11-5 1% 0.1%

414 二酸化硫黄 7446-09-5 1% 1%

415 二酸化塩素 10049-04-4 1% 1%

416 二酸化窒素 10102-44-0 1% 0.1%

417 二硝酸プロピレン 6423-43-4 1% 1%

418

ニッケル 7440-02-0 1% 0.1%

ニッケル化合物 ＊
0.1% 0.1%

ニッケルカルボニル 13463-39-3

419 ニトリロ三酢酸 139-13-9 1% 0.1%
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安安衛衛法法
表示・通知義務対象物質（6）

番番号号 物物質質名名 CCAASS番番号号
ララベベルル
裾裾切切値値

ＳＳＤＤＳＳ
裾裾切切値値

508 １，２，３，４，５，６―ヘキサクロロシクロヘキサン（別名リンデン）
608-73-1
58-89-9

1% 0.1%

509 ヘキサクロロシクロペンタジエン 77-47-4 1% 0.1%

510 ヘキサクロロナフタレン 1335-87-1 1% 1%

511
１，４，５，６，７，７―ヘキサクロロビシクロ［２，２，１］―５―
ヘプテン―２，３―ジカルボン酸（別名クロレンド酸）

115-28-6 1% 0.1%

512
１，２，３，４，１０，１０―ヘキサクロロ―１，４，４ａ，５，８，８
ａ―ヘキサヒドロ―エキソ―１，４―エンド―５，８―ジメタノ
ナフタレン（別名アルドリン）

309-00-2 1% 0.1%

513
ヘキサクロロヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキ
サイド（別名ベンゾエピン）

115-29-7 1% 1%

514 ヘキサクロロベンゼン 118-74-1 0.3% 0.1%

515
ヘキサヒドロ―１，３，５―トリニトロ―１，３，５―トリアジン
（別名シクロナイト）

121-82-4 1% 1%

516 ヘキサフルオロアセトン 684-16-2 1% 0.1%

516-2 ヘキサフルオロアルミン酸三ナトリウム 13775-53-6 １％ １％

516-3 ヘキサフルオロプロペン 116-15-4 １％ １％

517 ヘキサメチルホスホリックトリアミド 680-31-9 0.1% 0.1%

518 ヘキサメチレンジアミン 124-09-4 1% 0.1%

519 ヘキサメチレン＝ジイソシアネート 822-06-0 1% 0.1%

520
ヘキサン 110-54-3他

1% 0.1%
ｎ－ヘキサン 110-54-3

521 １―ヘキセン 592-41-6 1% 1%

522 ベータ―ブチロラクトン
3068-88-0
36536-46-6

1% 0.1%

523 ベータ―プロピオラクトン 57-57-8 0.1% 0.1%

524
１，４，５，６，７，８，８―ヘプタクロロ―２，３―エポキシ―３
ａ，４，７，７ａ―テトラヒドロ―４，７―メタノ―１Ｈ―インデン
（別名ヘプタクロルエポキシド）

1024-57-3 0.3% 0.1%

525
１，４，５，６，７，８，８―ヘプタクロロ―３ａ，４，７，７ａ―テト
ラヒドロ―４，７―メタノ―１Ｈ―インデン（別名ヘプタクロル）

76-44-8 0.3% 0.1%

526 ヘプタン 142-82-5他 1% 1%

527 ペルオキソ二硫酸アンモニウム 7727-54-0 1% 0.1%

528 ペルオキソ二硫酸カリウム 7727-21-1 1% 0.1%

529 ペルオキソ二硫酸ナトリウム 7775-27-1 1% 0.1%

530
ペルフルオロオクタン酸 335-67-1 0.3％ 0.1％

ペルフルオロオクタン酸アンモニウム塩 3825-26-1 １％ 0.1％

530-2 ベンジルアルコール 100-51-6 １％ １％

531 ベンゼン 71-43-2 0.1% 0.1%

532 １，２，４―ベンゼントリカルボン酸１，２―無水物 552-30-7 1% 0.1%

533 ベンゾ［ａ］アントラセン 56-55-3 1% 0.1%

534 ベンゾ［ａ］ピレン 50-32-8 0.1% 0.1%

535 ベンゾフラン 271-89-6 1% 0.1%

536 ベンゾ［ｅ］フルオラセン 205-99-2 0.1% 0.1%

537 ペンタクロロナフタレン 1321-64-8 1% 1%

538 ペンタクロロニトロベンゼン 82-68-8 1% 0.1%

539 ペンタクロロフェノール（別名ＰＣＰ）及びそのナトリウム塩
87-86-5
131-52-2

0.3% 0.1%

540 １―ペンタナール 110-62-3 1% 1%

541
１，１，３，３，３―ペンタフルオロ―２―（トリフルオロメチル）
―１―プロペン（別名ＰＦＩＢ）

382-21-8 1% 1%

542 ペンタボラン 19624-22-7 1% 1%

543 ペンタン 109-66-0他 1% 1%

544
ほう酸 10043-35-3 0.3％ 0.1％

ほう酸ナトリウム 1303-96-4 1％ 0.1％

545 ホスゲン 75-44-5 1% 1%

545-2 ポルトランドセメント 65997-15-1 1％ 1％

546 （２―ホルミルヒドラジノ）―４―（５―ニトロ―２―フリル）チアゾール 3570-75-0 1% 0.1%

547 ホルムアミド 75-12-7 0.3% 0.1%

548 ホルムアルデヒド 50-00-0 0.1% 0.1%

549 マゼンタ 632-99-5 1% 0.1%

550
マンガン 7439-96-5 0.3% 0.1%

無機マンガン化合物 ＊ 1% 0.1%

551
ミネラルスピリット（ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリット、
ホワイトスピリット及びミネラルターペンを含む。）

64742-47-8 1% 1%

番番号号 物物質質名名 CCAASS番番号号
ララベベルル
裾裾切切
値値

ＳＳＤＤＳＳ
裾裾切切値値

472

フェニレンジアミン 25265-76-3

1% 0.1%
ｏ－フェニレンジアミン 95-54-5

ｍ－フェニレンジアミン 108-45-2

ｐ－フェニレンジアミン 106-50-3

473 フェノチアジン 92-84-2 1% 1%

474 フェノール 108-95-2 0.1% 0.1%

475 フェロバナジウム 12604-58-9 1% 1%

476 １，３―ブタジエン 106-99-0 0.1% 0.1%

477

ブタノール 下記

1% 0.1%

１－ブタノール 71-36-3

２－ブタノール 78-92-2

イソブタノール（イソブチルアルコール） 78-83-1

tert－ブタノール 75-65-0

478 フタル酸ジエチル 84-66-2 1% 0.1%

479 フタル酸ジ―ノルマル―ブチル 84-74-2 0.3% 0.1%

480 フタル酸ジメチル 131-11-3 1% 1%

481 フタル酸ビス（２―エチルヘキシル）（別名ＤＥＨＰ） 117-81-7 0.3% 0.1%

482 ブタン 106-97-8他 1% 1%

482-2 ２，３―ブタンジオン（別名ジアセチル） 431-03-8 1％ 0.1％

483 １―ブタンチオール 109-79-5 1% 1%

484 弗化カルボニル 353-50-4 1% 1%

485 弗化ビニリデン 75-38-7 1% 1%

486 弗化ビニル 75-02-5 0.1% 0.1%

487
弗素及びその水溶性無機化合物 ＊

1% 0.1%
弗化水素 7664-39-3

488 ２―ブテナール 123-73-9 0.1% 0.1%

488-2

ブテン 25167-67-3

１％ １％
１－ブテン 106-98-9

２－ブテン 107-01-7

イソブテン 115-11-7

489 フルオロ酢酸ナトリウム 62-74-8 1% 1%

490 フルフラール 98-01-1 1% 0.1%

491 フルフリルアルコール 98-00-0 1% 1%

492 １，３―プロパンスルトン 1120-71-4 0.1% 0.1%

492-２ プロピオンアルデヒド 123-38-6 １％ １％

493 プロピオン酸 79-09-4 1% 1%

494

プロピルアルコール 下記

1% 0.1%ｎ－プロピルアルコール 71-23-8

イソプロピルアルコール 67-63-0

495 プロピレンイミン 75-55-8 1% 0.1%

496 プロピレングリコールモノメチルエーテル 107-98-2 1% 1%

497 ２―プロピン―１―オール 107-19-7 1% 1%

497-2 プロペン 115-07-1 １％ １％

498 ブロモエチレン 593-60-2 0.1% 0.1%

499 ２―ブロモ―２―クロロ―１，１，１―トリフルオロエタン（別名ハロタン） 151-67-7 1% 0.1%

500 ブロモクロロメタン 74-97-5 1% 1%

501 ブロモジクロロメタン 75-27-4 1% 0.1%

502
５―ブロモ―３―セカンダリ―ブチル―６―メチル―１，２，３，４―テ
トラヒドロピリミジン―２，４―ジオン（別名ブロマシル）

314-40-9 1% 0.1%

503 ブロモトリフルオロメタン 75-63-8 1% 1%

503-2 １―ブロモプロパン 106-94-5 １％ 0.1％

504 ２―ブロモプロパン 75-26-3 0.3% 0.1%

504-2 ３―ブロモ―１―プロペン（別名臭化アリル） 106-95-6 １％ １％

505 ヘキサクロロエタン 67-72-1 1% 0.1%

506
１，２，３，４，１０，１０―ヘキサクロロ―６，７―エポキシ―
１，４，４ａ，５，６，７，８，８ａ―オクタヒドロ―エキソ―１，４
―エンド―５，８―ジメタノナフタレン（別名ディルドリン）

60-57-1 0.3% 0.1%

507
１，２，３，４，１０，１０―ヘキサクロロ―６，７―エポキシ―
１，４，４ａ，５，６，７，８，８ａ―オクタヒドロ―エンド―１，４
―エンド―５，８―ジメタノナフタレン（別名エンドリン）

72-20-8 1% 1%
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安安衛衛法法
表示・通知義務対象物質（7）

番番号号 物物質質名名 CCAASS番番号号
ララベベルル
裾裾切切値値

ＳＳＤＤＳＳ
裾裾切切値値

552 無水酢酸 108-24-7 1% 1%

553 無水フタル酸 85-44-9 1% 0.1%

554 無水マレイン酸 108-31-6 1% 0.1%

555 メタ―キシリレンジアミン 1477-55-0 1% 0.1%

556 メタクリル酸 79-41-4 1% 1%

557 メタクリル酸メチル 80-62-6 1% 0.1%

558 メタクリロニトリル 126-98-7 0.3% 0.1%

559 メタ―ジシアノベンゼン 626-17-5 1% 1%

560 メタノール 67-56-1 0.3% 0.1%

561 メタンスルホン酸エチル 62-50-0 0.1% 0.1%

562 メタンスルホン酸メチル 66-27-3 0.1% 0.1%

563 メチラール 109-87-5 1% 1%

564 メチルアセチレン 74-99-7 1% 1%

565 Ｎ―メチルアニリン 100-61-8 1% 1%

566
２，２′―［［４―（メチルアミノ）―３―ニトロフェニル］アミ
ノ］ジエタノール（別名ＨＣブルーナンバー１）

2784-94-3 1% 0.1%

567
Ｎ―メチルアミノホスホン酸Ｏ―（４―ターシャリ―ブチル
―２―クロロフェニル）―Ｏ―メチル（別名クルホメート）

299-86-5 1% 1%

568 メチルアミン 74-89-5 0.1% 0.1%

569 メチルイソブチルケトン 108-10-1 1% 0.1%

570 メチルエチルケトン 78-93-3 1% 1%

571
Ｎ―メチルカルバミン酸２―イソプロピルオキシフェニル
（別名プロポキスル）

114-26-1 0.1% 0.1%

572
Ｎ―メチルカルバミン酸２，３―ジヒドロ―２，２―ジメチル
―７―ベンゾ［ｂ］フラニル（別名カルボフラン）

1563-66-2 1% 1%

573
Ｎ―メチルカルバミン酸２―セカンダリ―ブチルフェニル
（別名フェノブカルブ）

3766-81-2 1% 1%

574 メチルシクロヘキサノール 25639-42-3他 1% 1%

575 メチルシクロヘキサノン 1331-22-2他 1% 1%

576 メチルシクロヘキサン 108-87-2 1% 1%

577 ２―メチルシクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン 12108-13-3 1% 1%

578 ２―メチル―４，６―ジニトロフェノール 534-52-1 0.1% 0.1%

579
２―メチル―３，５―ジニトロベンズアミド（別名ジニトルミ
ド）

148-01-6 1% 1%

580 メチル―ターシャリ―ブチルエーテル（別名ＭＴＢＥ） 1634-04-4 1% 0.1%

581
５―メチル―１，２，４―トリアゾロ［３，４―ｂ］ベンゾチア
ゾール（別名トリシクラゾール）

41814-78-2 1% 1%

582 ２―メチル―４―（２―トリルアゾ）アニリン 97-56-3 0.1% 0.1%

582-2

メチルナフタレン 下記

１％ １％１－メチルナフタレン 90-12-0

２－メチルナフタレン 91-57-6

582-3 ２―メチル―５―ニトロアニリン 99-55-8 １％ 0.1％

583 ２―メチル―１―ニトロアントラキノン 129-15-7 1% 0.1%

584 Ｎ―メチル―Ｎ―ニトロソカルバミン酸エチル 615-53-2 1% 0.1%

585 メチル―ノルマル―ブチルケトン 591-78-6 1% 1%

586 メチル―ノルマル―ペンチルケトン 110-43-0 1% 1%

587 メチルヒドラジン 60-34-4 1% 0.1%

588 メチルビニルケトン 78-94-4 1% 0.1%

588-2 Ｎ―メチル―２―ピロリドン 872-50-4 １％ 0.1％

589
１―［（２―メチルフェニル）アゾ］―２―ナフトール（別名
オイルオレンジＳＳ）

2646-17-5 1% 0.1%

590 メチルプロピルケトン 107-87-9 1% 1%

591 ５―メチル―２―ヘキサノン 110-12-3 1% 1%

592 ４―メチル―２―ペンタノール 108-11-2 1% 1%

593 ２―メチル―２，４―ペンタンジオール 107-41-5 1% 1%

594
２―メチル―Ｎ―［３―（１―メチルエトキシ）フェニル］ベ
ンズアミド（別名メプロニル）

55814-41-0 1% 1%

595
Ｓ―メチル―Ｎ―（メチルカルバモイルオキシ）チオアセチ
ミデート（別名メソミル）

16752-77-5 1% 1%

596 メチルメルカプタン 74-93-1 1% 1%

597 ４，４′―メチレンジアニリン 101-77-9 1% 0.1%

598 メチレンビス（４，１―シクロヘキシレン）＝ジイソシアネート 5124-30-1 1% 0.1%

599
メチレンビス（４，１―フェニレン）＝ジイソシアネート（別名
ＭＤＩ） ※２

101-68-8 1% 0.1%

●職場のあんぜんサイトもご利用ください。

職職場場ののああんんぜぜんんササイイトト SDS 検検索索
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※1 番号39-2の「石綿分析用試料等」とは、石綿のうち労
働安全衛生法施行令第16条第1項第4号イからハまでに掲
げる物で同号の厚生労働省令で定めるものに限ります。

※2 番号599の「MDI」は「4,4’-MDI」のみを指します。
※ 番号312、605は欠番です。
※「－」は裾切値の設定がないことを示します。

なお、ニトログリセリンを含有する製剤その他の物に
ついては、98%以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で
鈍性化したもので、かつ、ニトログリセリンの含有量が
0.1％未満のものは除きます。

※ CAS番号は参考として示したものです。構造異性体等が
存在する場合に異なるCAS番号が割り振られることがあ
りますが、対象物質の当否の判断は物質名で行うものと
します。

※ CAS 番号欄の「＊」は、該当物質が多数あるなどによ
り特定できないことを示します。

番番号号 物物質質名名 CCAASS番番号号
ララベベルル
裾裾切切値値

ＳＳＤＤＳＳ
裾裾切切値値

600 ２―メトキシ―５―メチルアニリン 120-71-8 1% 0.1%

601 １―（２―メトキシ―２―メチルエトキシ）―２―プロパノール 34590-94-8 1% 1%

601-2
２―メトキシ―２―メチルブタン（別名ターシャリ―アミルメチ
ルエーテル）

994-05-8 1％ 0.1％

602 メルカプト酢酸 68-11-1 1% 0.1%

603
モリブデン及びその化合物 ＊ 1% 0.1%

酸化モリブデン（ＶＩ） （別名 三酸化モリブデン） 1313-27-5 1% 0.1%

604 モルホリン 110-91-8 1% 1%

606
沃素 7553-56-2 １％ 0.1％

沃素化合物（沃化物） ＊ １％ １％

607 ヨードホルム 75-47-8 1% 1%

607-2 硫化カルボニル 463-58-1 1％ 1％

608 硫化ジメチル 75-18-3 1% 1%

609 硫化水素 7783-06-4 1% 1%

610 硫化水素ナトリウム 16721-80-5 1% 1%

611 硫化ナトリウム 1313-82-2 1% 1%

612 硫化りん
1314-80-3
1314-85-8

1% 1%

613 硫酸 7664-93-9 1% 1%

614 硫酸ジイソプロピル 2973-10-6 1% 0.1%

615 硫酸ジエチル 64-67-5 0.1% 0.1%

616 硫酸ジメチル 77-78-1 0.1% 0.1%

617 りん化水素 7803-51-2 1% 1%

618 りん酸 7664-38-2 1% 1%

619 りん酸ジ―ノルマル―ブチル 107-66-4 1% 1%

620 りん酸ジ―ノルマル―ブチル＝フェニル 2528-36-1 1% 1%

621
りん酸１，２―ジブロモ―２，２―ジクロロエチル＝ジメチル
（別名ナレド）

300-76-5 1% 0.1%

622
りん酸ジメチル＝（Ｅ）―１―（Ｎ，Ｎ―ジメチルカルバモイ
ル）―１―プロペン―２―イル（別名ジクロトホス）

141-66-2 1% 1%

623
りん酸ジメチル＝（Ｅ）―１―（Ｎ―メチルカルバモイル）―１
―プロペン―２―イル（別名モノクロトホス）

6923-22-4 1% 1%

624
りん酸ジメチル＝１―メトキシカルボニル―１―プロペン―２
―イル（別名メビンホス）

7786-34-7 1% 1%

625 りん酸トリ（オルト―トリル） 78-30-8 1% 1%

626 りん酸トリス（２，３―ジブロモプロピル） 126-72-7 0.1% 0.1%

627 りん酸トリ―ノルマル―ブチル 126-73-8 1% 1%

628 りん酸トリフェニル 115-86-6 1% 1%

629 レソルシノール 108-46-3 1% 0.1%

630 六塩化ブタジエン 87-68-3 1% 0.1%

631 ロジウム及びその化合物 ＊ 1% 0.1%

632 ロジン 8050-09-7 1% 0.1%

633 ロテノン 83-79-4 1% 1%
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労働安全衛生法に基づくラベル表示及びＳＤＳ交付義務対象物質　（令和3年1月1日現在　674物質(群)）

労働安全衛生法施行令

番号 表示・通知義務対象物質 CAS番号 表示裾切 通知裾切

1 アクリルアミド 79-06-1 0.1%未満 0.1%未満
2 アクリル酸 79-10-7 1%未満 1%未満
3 アクリル酸エチル 140-88-5 1%未満 0.1%未満
4 アクリル酸ノルマル－ブチル 141-32-2 1%未満 0.1%未満
5 アクリル酸２－ヒドロキシプロピル 999-61-1 1%未満 0.1%未満
6 アクリル酸メチル 96-33-3 1%未満 0.1%未満
7 アクリロニトリル 107-13-1 1%未満 0.1%未満
8 アクロレイン 107-02-8 1%未満 1%未満
9 アジ化ナトリウム 26628-22-8 1%未満 1%未満
10 アジピン酸 124-04-9 1%未満 1%未満
11 アジポニトリル 111-69-3 1%未満 1%未満
11-2 亜硝酸イソブチル 542-56-3 1%未満 0.1%未満
11-3 アスファルト 8052-42-4 1%未満 0.1%未満
11-4 アセチルアセトン 123-54-6 1%未満 1%未満
12 アセチルサリチル酸（別名アスピリン） 50-78-2 0.3%未満 0.1%未満
13 アセトアミド 60-35-5 1%未満 0.1%未満
14 アセトアルデヒド 75-07-0 1%未満 0.1%未満
15 アセトニトリル 75-05-8 1%未満 1%未満
16 アセトフェノン 98-86-2 1%未満 1%未満
17 アセトン 67-64-1 1%未満 0.1%未満
18 アセトンシアノヒドリン 75-86-5 1%未満 1%未満
19 アニリン 62-53-3 1%未満 0.1%未満
20 アミド硫酸アンモニウム 7773-06-0 1%未満 1%未満
21 ２－アミノエタノール 141-43-5 1%未満 0.1%未満

22
４－アミノ－６－ターシャリ－ブチル－３－メチルチオ－１，２，４
－トリアジン－５（４Ｈ）－オン（別名メトリブジン）

21087-64-9 1%未満 1%未満

23 ３－アミノ－１Ｈ－１，２，４－トリアゾール（別名アミトロール） 61-82-5 1%未満 0.1%未満

24
４―アミノ―３，５，６―トリクロロピリジン―２―カルボン酸（別名
ピクロラム）

1918-02-1 1%未満 1%未満

25 ２―アミノピリジン 504-29-0 1%未満 1%未満
26 亜硫酸水素ナトリウム 7631-90-5 1%未満 1%未満
27 アリルアルコール 107-18-6 1%未満 1%未満
28 １―アリルオキシ―２，３―エポキシプロパン 106-92-3 1%未満 0.1%未満
29 アリル水銀化合物 ＊ 1%未満 0.1%未満
30 アリル―ノルマル―プロピルジスルフィド 2179-59-1 1%未満 0.1%未満
31 亜りん酸トリメチル 121-45-9 1%未満 1%未満
32 アルキルアルミニウム化合物 ＊ 1%未満 1%未満
33 アルキル水銀化合物 ＊ 0.3%未満 0.1%未満

34
３―（アルファ―アセトニルベンジル）―４―ヒドロキシクマリン
（別名ワルファリン）

81-81-2 0.3%未満 0.1%未満

35 アルファ，アルファ―ジクロロトルエン 98-87-3 0.1%未満 0.1%未満
36 アルファ―メチルスチレン 98-83-9 1%未満 0.1%未満
37 アルミニウム 7429-90-5　 1%未満 1%未満
37 アルミニウム水溶性塩 ＊ 1%未満 0.1%未満
38 アンチモン及びその化合物（三酸化二アンチモンを除く。） ＊ 1%未満 0.1%未満
38 三酸化二アンチモン 1309-64-4 0.1%未満 0.1%未満
39 アンモニア 7664-41-7 0.2%未満 0.1%未満

39-2
石綿（労働安全衛生法施行令第16条第1項第4号イからハまでに
掲げる物で同号の厚生労働省令で定めるものに限る。）

＊ 0.1%未満 0.1%未満

40
３―イソシアナトメチル―３，５，５―トリメチルシクロヘキシル＝
イソシアネート

4098-71-9 1%未満 0.1%未満

41 イソシアン酸メチル 624-83-9 0.3%未満 0.1%未満
42 イソプレン 78-79-5 1%未満 0.1%未満
43 Ｎ―イソプロピルアニリン 768-52-5 1%未満 0.1%未満

44
Ｎ―イソプロピルアミノホスホン酸Ｏ―エチル―Ｏ―（３―メチル
―４―メチルチオフェニル）（別名フェナミホス）

22224-92-6 1%未満 0.1%未満

45 イソプロピルアミン 75-31-0 1%未満 1%未満
46 イソプロピルエーテル 108-20-3 1%未満 0.1%未満

47
３′―イソプロポキシ―２―トリフルオロメチルベンズアニリド（別
名フルトラニル）

66332-96-5 1%未満 1%未満

48 イソペンチルアルコール（別名イソアミルアルコール） 123-51-3 1%未満 1%未満
49 イソホロン 78-59-1 1%未満 0.1%未満
50 一塩化硫黄 10025-67-9 1%未満 1%未満
51 一酸化炭素 630-08-0 0.3%未満 0.1%未満
52 一酸化窒素 10102-43-9 1%未満 1%未満
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53 一酸化二窒素 10024-97-2 0.3%未満 0.1%未満
54 イットリウム及びその化合物 ＊ 1%未満 1%未満
55 イプシロン―カプロラクタム 105-60-2 1%未満 1%未満
56 ２―イミダゾリジンチオン 96-45-7 0.3%未満 0.1%未満

57
４，４′―（４―イミノシクロヘキサ―２，５―ジエニリデンメチル）
ジアニリン塩酸塩（別名ＣＩベイシックレッド９）

569-61-9 1%未満 0.1%未満

58 インジウム 7440-74-6 1%未満 1%未満
58 インジウム化合物 ＊ 0.1%未満 0.1%未満
59 インデン 95-13-6 1%未満 1%未満
60 ウレタン 51-79-6 0.1%未満 0.1%未満
61 エタノール 64-17-5 0.1%未満 0.1%未満
62 エタンチオール 75-08-1 1%未満 1%未満
63 エチリデンノルボルネン 16219-75-3 1%未満 0.1%未満
64 エチルアミン 75-04-7　 1%未満 1%未満
65 エチルエーテル 60-29-7　 1%未満 0.1%未満
66 エチル―セカンダリ―ペンチルケトン 541-85-5 1%未満 1%未満

67
エチル―パラ―ニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト（別名
ＥＰＮ）

2104-64-5 1%未満 0.1%未満

68
Ｏ―エチル―Ｓ―フェニル＝エチルホスホノチオロチオナート（別
名ホノホス）

944-22-9 1%未満 0.1%未満

69 ２―エチルヘキサン酸 149-57-5 0.3%未満 0.1%未満
70 エチルベンゼン 100-41-4 0.1%未満 0.1%未満
71 エチルメチルケトンペルオキシド 1338-23-4 1%未満 1%未満
72 Ｎ―エチルモルホリン 100-74-3 1%未満 1%未満
72-2 エチレン 74-85-1 1%未満 1%未満
73 エチレンイミン 151-56-4 0.1%未満 0.1%未満
74 エチレンオキシド 75-21-8 0.1%未満 0.1%未満
75 エチレングリコール 107-21-1 1%未満 1%未満
76 エチレングリコールモノイソプロピルエーテル 109-59-1 1%未満 1%未満
77 エチレングリコールモノエチルエーテル（別名セロソルブ） 110-80-5 0.3%未満 0.1%未満

78
エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート（別名セロソル
ブアセテート）

111-15-9 0.3%未満 0.1%未満

79
エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル（別名ブチ
ルセロソルブ）

111-76-2 1%未満 0.1%未満

79-2 エチレングリコールモノブチルエーテルアセタート 112-07-2 1%未満 0.1%未満
80 エチレングリコールモノメチルエーテル（別名メチルセロソルブ） 109-86-4 0.3%未満 0.1%未満
81 エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート 110-49-6 0.3%未満 0.1%未満
82 エチレンクロロヒドリン 107-07-3 0.1%未満 0.1%未満
83 エチレンジアミン 107-15-3 1%未満 0.1%未満

84
１，１′―エチレン―２，２′―ビピリジニウム＝ジブロミド（別名
ジクアット）

85-00-7 1%未満 0.1%未満

85 ２―エトキシ―２，２―ジメチルエタン 637-92-3 1%未満 1%未満

86
２―（４―エトキシフェニル）―２―メチルプロピル＝３―フェノキ
シベンジルエーテル（別名エトフェンプロックス）

80844-07-1 1%未満 1%未満

87 エピクロロヒドリン 106-89-8 0.1%未満 0.1%未満
88 １，２―エポキシ―３―イソプロポキシプロパン 4016-14-2 1%未満 1%未満
89 ２，３―エポキシ―１―プロパナール 765-34-4 1%未満 0.1%未満
90 ２，３―エポキシ―１―プロパノール 556-52-5 0.1%未満 0.1%未満
91 ２，３―エポキシプロピル＝フェニルエーテル 122-60-1 1%未満 0.1%未満
92 エメリー 1302-74-5 1%未満 1%未満
93 エリオナイト 12510-42-8 0.1%未満 0.1%未満
94 塩化亜鉛 7646-85-7 1%未満 0.1%未満
95 塩化アリル 107-05-1 1%未満 0.1%未満
96 塩化アンモニウム 12125-02-9 1%未満 1%未満
97 塩化シアン 506-77-4 1%未満 1%未満
98 塩化水素 7647-01-0 0.2%未満 0.1%未満
99 塩化チオニル 7719-09-7 1%未満 1%未満
100 塩化ビニル 75-01-4　 0.1%未満 0.1%未満
101 塩化ベンジル 100-44-7 1%未満 0.1%未満
102 塩化ベンゾイル 98-88-4 1%未満 1%未満
103 塩化ホスホリル 10025-87-3 1%未満 1%未満
104 塩素 7782-50-5 1%未満 1%未満
105 塩素化カンフェン（別名トキサフェン） 8001-35-2 1%未満 0.1%未満
106 塩素化ジフェニルオキシド 31242-93-0 1%未満 1%未満
107 黄りん 12185-10-3 1%未満 0.1%未満
108 ４，４′―オキシビス（２―クロロアニリン） 28434-86-8 1%未満 0.1%未満

109
オキシビス（チオホスホン酸）Ｏ，Ｏ，Ｏ′，Ｏ′―テトラエチル
（別名スルホテップ）

3689-24-5 1%未満 0.1%未満

110 ４，４′―オキシビスベンゼンスルホニルヒドラジド 80-51-3 1%未満 1%未満
111 オキシビスホスホン酸四ナトリウム 7722-88-5 1%未満 1%未満
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112 オクタクロロナフタレン 2234-13-1 1%未満 1%未満

113
１，２，４，５，６，７，８，８―オクタクロロ―２，３，３ａ，４，７，７ａ―
ヘキサヒドロ―４，７―メタノ―１Ｈ―インデン（別名クロルデン）

57-74-9 1%未満 0.1%未満

114 ２―オクタノール 123-96-6 1%未満 1%未満
115 オクタン 111-65-9他 1%未満 1%未満
116 オゾン 10028-15-6 1%未満 0.1%未満
117 オメガ―クロロアセトフェノン 532-27-4 1%未満 0.1%未満
118 オーラミン 492-80-8 1%未満 0.1%未満
119 オルト―アニシジン 90-04-0 1%未満 0.1%未満
120 オルト―クロロスチレン 2039-87-4 1%未満 1%未満
121 オルト―クロロトルエン 95-49-8 1%未満 1%未満
122 オルト―ジクロロベンゼン 95-50-1 1%未満 1%未満
123 オルト―セカンダリ―ブチルフェノール 89-72-5 1%未満 1%未満
124 オルト―ニトロアニソール 91-23-6 1%未満 0.1%未満
125 オルト―フタロジニトリル 91-15-6 1%未満 1%未満
126 過酸化水素 7722-84-1 1%未満 0.1%未満
127 ガソリン 8006-61-9 1%未満 0.1%未満
128 カテコール 120-80-9 1%未満 0.1%未満
129 カドミウム及びその化合物 ＊ 0.1%未満 0.1%未満
130 カーボンブラック 1333-86-4 1%未満 0.1%未満
131 カルシウムシアナミド 156-62-7 1%未満 1%未満
132 ぎ酸 64-18-6 1%未満 1%未満
133 ぎ酸エチル 109-94-4 1%未満 1%未満
134 ぎ酸メチル 107-31-3 1%未満 1%未満
135 キシリジン 1300-73-8 1%未満 0.1%未満
135 ２，３－キシリジン 87-59-2 1%未満 0.1%未満
135 ２，４－キシリジン 95-68-1 1%未満 0.1%未満
135 ２，５－キシリジン 95-78-3 1%未満 0.1%未満
135 ２，６－キシリジン 87-62-7 1%未満 0.1%未満
135 ３，４－キシリジン 95-64-7 1%未満 0.1%未満
135 ３，５－キシリジン 108-69-0 1%未満 0.1%未満
136 キシレン 1330-20-7 0.3%未満 0.1%未満
136 ｏ－キシレン 95-47-6 0.3%未満 0.1%未満
136 ｍ－キシレン 108-38-3 0.3%未満 0.1%未満
136 ｐ－キシレン 106-42-3 0.3%未満 0.1%未満
137 銀及びその水溶性化合物 ＊ 1%未満 0.1%未満
138 クメン 98-82-8 1%未満 0.1%未満
139 グルタルアルデヒド 111-30-8 1%未満 0.1%未満
140 クレオソート油 61789-28-4 0.1%未満 0.1%未満
141 クレゾール 1319-77-3 1%未満 0.1%未満
141 ｏ－クレゾール 95-48-7 1%未満 0.1%未満
141 ｍ－クレゾール 108-39-4 1%未満 0.1%未満
141 ｐ－クレゾール 106-44-5 1%未満 0.1%未満

142
クロム及びその化合物（クロム酸及びクロム酸塩並びに重クロム
酸及び重クロム酸塩を除く。）

＊ 1%未満 0.1%未満

142 クロム酸及びクロム酸塩 ＊ 0.1%未満 0.1%未満
142 重クロム酸及び重クロム酸塩 ＊ 0.1%未満 0.1%未満
143 クロロアセチル＝クロリド 79-04-9 1%未満 1%未満
144 クロロアセトアルデヒド 107-20-0 1%未満 0.1%未満
145 クロロアセトン 78-95-5 1%未満 1%未満
146 クロロエタン（別名塩化エチル） 75-00-3 1%未満 0.1%未満

147
２―クロロ―４―エチルアミノ―６―イソプロピルアミノ―１，３，５
―トリアジン（別名アトラジン）

1912-24-9 1%未満 0.1%未満

148 ４―クロロ―オルト―フェニレンジアミン 95-83-0 1%未満 0.1%未満
148-2 クロロ酢酸 79-11-8 1%未満 1%未満
149 クロロジフルオロメタン（別名ＨＣＦＣ―２２） 75-45-6 1%未満 0.1%未満
150 ２―クロロ―６―トリクロロメチルピリジン（別名ニトラピリン） 1929-82-4 1%未満 1%未満

151
２―クロロ―１，１，２―トリフルオロエチルジフルオロメチルエー
テル（別名エンフルラン）

13838-16-9 1%未満 0.1%未満

152 １―クロロ―１―ニトロプロパン 600-25-9 1%未満 1%未満
153 クロロピクリン 76-06-2 1%未満 1%未満
154 クロロフェノール 25167-80-0 1%未満 0.1%未満
154 ｏ－クロロフェノール 95-57-8 1%未満 0.1%未満
154 ｍ－クロロフェノール 108-43-0 1%未満 0.1%未満
154 ｐ－クロロフェノール 106-48-9 1%未満 0.1%未満
155 ２―クロロ―１，３―ブタジエン 126-99-8 1%未満 0.1%未満
155-2 １―クロロ―２プロパノール 127-00-4 1%未満 1%未満
155-3 ２―クロロ―１プロパノール 78-89-7 1%未満 1%未満
156 ２―クロロプロピオン酸 598-78-7 1%未満 1%未満
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157 ２―クロロベンジリデンマロノニトリル 2698-41-1 1%未満 1%未満
158 クロロベンゼン 108-90-7 1%未満 0.1%未満
159 クロロペンタフルオロエタン（別名ＣＦＣ―１１５） 76-15-3 1%未満 1%未満
160 クロロホルム 67-66-3 1%未満 0.1%未満
161 クロロメタン（別名塩化メチル） 74-87-3 0.3%未満 0.1%未満
162 ４―クロロ―２―メチルアニリン 95-69-2 0.1%未満 0.1%未満
162 ４―クロロ―２―メチルアニリン塩酸塩 3165-93-3 0.1%未満 0.1%未満

162-2
Ｏ―３―クロロ―４―メチル―２―オキソ―２Ｈ―クロメン―７―
イル＝Ｏ′Ｏ′′―ジエチル＝ホスホロチオアート

56-72-4 1%未満 1%未満

163 クロロメチルメチルエーテル 107-30-2 0.1%未満 0.1%未満
164 軽油 64741-44-2 1%未満 0.1%未満
165 けつ岩油 68308-34-9 0.1%未満 0.1%未満
165-2 結晶質シリカ 14808-60-7他 0.1%未満 0.1%未満
166 ケテン 463-51-4 1%未満 1%未満
167 ゲルマン 7782-65-2 1%未満 1%未満
168 鉱油 ＊ 1%未満 0.1%未満
169 五塩化りん 10026-13-8 1%未満 1%未満
170 固形パラフィン 8002-74-2 1%未満 1%未満
171 五酸化バナジウム 1314-62-1 0.1%未満 0.1%未満
172 コバルト及びその化合物 ＊ 0.1%未満 0.1%未満

173 五弗
フツ

化臭素 7789-30-2 1%未満 1%未満

174 コールタール ＊ 0.1%未満 0.1%未満
175 コールタールナフサ ＊ 1%未満 1%未満
176 酢酸 64-19-7 1%未満 1%未満
177 酢酸エチル 141-78-6 1%未満 1%未満
178 酢酸１，３―ジメチルブチル 108-84-9 1%未満 1%未満
179 酢酸鉛 301-04-2 0.3%未満 0.1%未満
180 酢酸ビニル 108-05-4 1%未満 0.1%未満
181 酢酸ブチル 下記 1%未満 1%未満
181 酢酸ｎ－ブチル 123-86-4 1%未満 1%未満
181 酢酸イソブチル 110-19-0 1%未満 1%未満
181 酢酸tert－ブチル 540-88-5 1%未満 1%未満
181 酢酸sec－ブチル 105-46-4 1%未満 1%未満
182 酢酸プロピル 下記 1%未満 1%未満
182 酢酸ｎ－プロピル 109-60-4 1%未満 1%未満
182 酢酸イソプロピル 108-21-4 1%未満 1%未満
183 酢酸ベンジル 140-11-4 1%未満 1%未満
184 酢酸ペンチル（別名酢酸アミル） 628-63-7他 1%未満 0.1%未満
184 酢酸ｎ－ペンチル（別名酢酸ｎ－アミル） 628-63-7 1%未満 0.1%未満
184 酢酸イソペンチル（別名酢酸イソアミル） 123-92-2 1%未満 0.1%未満
185 酢酸メチル 79-20-9 1%未満 1%未満
186 サチライシン 9014-01-1 1%未満 0.1%未満
187 三塩化りん 7719-12-2 1%未満 1%未満
188 酸化亜鉛 1314-13-2 1%未満 0.1%未満
189 酸化アルミニウム 1344-28-1 1%未満 1%未満
190 酸化カルシウム 1305-78-8 1%未満 1%未満
191 酸化チタン（Ⅳ） 13463-67-7 1%未満 0.1%未満
192 酸化鉄 1309-37-1 1%未満 1%未満
193 １，２―酸化ブチレン 106-88-7 1%未満 0.1%未満
194 酸化プロピレン 75-56-9 0.1%未満 0.1%未満
195 酸化メシチル 141-79-7 1%未満 0.1%未満
196 三酸化二ほう素 1303-86-2 1%未満 1%未満
197 三臭化ほう素 10294-33-4 1%未満 1%未満
197-2 三弗化アルミニウム 7784-18-1 1%未満 0.1%未満

198 三弗
フツ

化塩素 7790-91-2 1%未満 1%未満

199 三弗
フツ

化ほう素 7637-07-2 1%未満 1%未満
200 次亜塩素酸カルシウム 7778-54-3 1%未満 0.1%未満
201 Ｎ，Ｎ′―ジアセチルベンジジン 613-35-4 1%未満 0.1%未満
202 ジアセトンアルコール 123-42-2 1%未満 0.1%未満
203 ジアゾメタン 334-88-3 0.2%未満 0.1%未満
204 シアナミド 420-04-2 1%未満 0.1%未満
205 ２―シアノアクリル酸エチル 7085-85-0 1%未満 0.1%未満
206 ２―シアノアクリル酸メチル 137-05-3 1%未満 0.1%未満
207 ２，４―ジアミノアニソール 615-05-4 1%未満 0.1%未満
208 ４，４′―ジアミノジフェニルエーテル 101-80-4 1%未満 0.1%未満
209 ４，４′―ジアミノジフェニルスルフィド 139-65-1 1%未満 0.1%未満
210 ４，４′―ジアミノ―３，３′―ジメチルジフェニルメタン 838-88-0 1%未満 0.1%未満
211 ２，４―ジアミノトルエン 95-80-7 1%未満 0.1%未満
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212 四アルキル鉛 ＊ － 0.1%未満
213 シアン化カリウム 151-50-8 1%未満 1%未満
214 シアン化カルシウム 592-01-8 1%未満 1%未満
215 シアン化水素 74-90-8 1%未満 1%未満
216 シアン化ナトリウム 143-33-9 1%未満 0.1%未満
217 ジイソブチルケトン 108-83-8 1%未満 1%未満
218 ジイソプロピルアミン 108-18-9 1%未満 1%未満
219 ジエタノールアミン 111-42-2 1%未満 0.1%未満
220 ２―（ジエチルアミノ）エタノール 100-37-8 1%未満 1%未満
221 ジエチルアミン 109-89-7 1%未満 1%未満
222 ジエチルケトン 96-22-0 1%未満 1%未満
223 ジエチル―パラ―ニトロフェニルチオホスフェイト（別名パラチオ 56-38-2 1%未満 0.1%未満
224 １，２―ジエチルヒドラジン 1615-80-1 1%未満 0.1%未満
224-2 Ｎ，Ｎ―ジエチルヒドロキシルアミン 3710-84-7 1%未満 1%未満
224-3 ジエチレングリコールモノブチルエーテル 112-34-5 1%未満 1%未満
225 ジエチレントリアミン 111-40-0 0.3%未満 0.1%未満
226 四塩化炭素 56-23-5 1%未満 0.1%未満
227 １，４―ジオキサン 123-91-1 1%未満 0.1%未満

228
１，４―ジオキサン―２，３―ジイルジチオビス（チオホスホン酸）
Ｏ，Ｏ，Ｏ′，Ｏ′―テトラエチル（別名ジオキサチオン）

78-34-2 1%未満 1%未満

229 １，３―ジオキソラン 646-06-0 1%未満 0.1%未満
230 シクロヘキサノール 108-93-0 1%未満 0.1%未満
231 シクロヘキサノン 108-94-1 1%未満 0.1%未満
232 シクロヘキサン 110-82-7 1%未満 1%未満
233 シクロヘキシルアミン 108-91-8 0.1%未満 0.1%未満
234 ２―シクロヘキシルビフェニル 10470-01-6 1%未満 0.1%未満
235 シクロヘキセン 110-83-8 1%未満 1%未満
236 シクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン 12079-65-1 1%未満 1%未満
237 シクロペンタジエン 542-92-7 1%未満 1%未満
238 シクロペンタン 287-92-3 1%未満 1%未満
239 ジクロロアセチレン 7572-29-4 1%未満 1%未満
240 ジクロロエタン 下記 1%未満 0.1%未満
240 １，１－ジクロロエタン 75-34-3 1%未満 0.1%未満
240 １，２－ジクロロエタン 107-06-2 1%未満 0.1%未満
241 ジクロロエチレン 下記 1%未満 0.1%未満
241 １，１－ジクロロエチレン 75-35-4 1%未満 0.1%未満
241 １，２－ジクロロエチレン 540-59-0 1%未満 0.1%未満
241-2 ジクロロ酢酸 79-43-6 1%未満 0.1%未満
242 ３，３′―ジクロロ―４，４′―ジアミノジフェニルメタン 101-14-4 0.1%未満 0.1%未満
243 ジクロロジフルオロメタン（別名ＣＦＣ―１２） 75-71-8 1%未満 1%未満
244 １，３―ジクロロ―５，５―ジメチルイミダゾリジン―２，４―ジオン 118-52-5 1%未満 1%未満

245
３，５―ジクロロ―２，６―ジメチル―４―ピリジノール（別名クロピ
ドール）

2971-90-6 1%未満 1%未満

246 ジクロロテトラフルオロエタン（別名ＣＦＣ―１１４） 76-14-2 1%未満 1%未満

247
２，２―ジクロロ―１，１，１―トリフルオロエタン（別名ＨＣＦＣ―１
２３）

306-83-2 1%未満 1%未満

248 １，１―ジクロロ―１―ニトロエタン 594-72-9 1%未満 1%未満

249
３―（３，４―ジクロロフェニル）―１，１―ジメチル尿素（別名ジウ
ロン）

330-54-1 1%未満 1%未満

250 ２，４―ジクロロフェノキシエチル硫酸ナトリウム 136-78-7 1%未満 1%未満
251 ２，４―ジクロロフェノキシ酢酸 94-75-7 1%未満 0.1%未満
252 １，４―ジクロロ―２―ブテン 764-41-0 0.1%未満 0.1%未満
253 ジクロロフルオロメタン（別名ＨＣＦＣ―２１） 75-43-4 1%未満 0.1%未満
254 １，２―ジクロロプロパン 78-87-5 0.1%未満 0.1%未満
255 ２，２―ジクロロプロピオン酸 75-99-0 1%未満 1%未満
256 １，３―ジクロロプロペン 542-75-6 1%未満 0.1%未満
257 ジクロロメタン（別名二塩化メチレン） 75-09-2 1%未満 0.1%未満
258 四酸化オスミウム 20816-12-0 1%未満 1%未満
259 ジシアン 460-19-5 1%未満 1%未満
260 ジシクロペンタジエニル鉄 102-54-5 1%未満 1%未満
261 ジシクロペンタジエン 77-73-6 1%未満 1%未満
262 ２，６―ジ―ターシャリ―ブチル―４―クレゾール 128-37-0 1%未満 0.1%未満

263
１，３―ジチオラン―２―イリデンマロン酸ジイソプロピル（別名イ
ソプロチオラン）

50512-35-1 1%未満 1%未満

264
ジチオりん酸Ｏ―エチル―Ｏ―（４―メチルチオフェニル）―Ｓ―
ノルマル―プロピル（別名スルプロホス）

35400-43-2 1%未満 1%未満

265
ジチオりん酸Ｏ，Ｏ―ジエチル―Ｓ―（２―エチルチオエチル）（別
名ジスルホトン）

298-04-4 1%未満 0.1%未満

266
ジチオりん酸Ｏ，Ｏ―ジエチル―Ｓ―エチルチオメチル（別名ホ
レート）

298-02-2 1%未満 0.1%未満
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266-2
ジチオりん酸Ｏ，Ｏ―ジエチル―Ｓ―（ターシャリ―ブチルチオメ
チル）(別名テルブホス）

13071-79-9 1%未満 0.1%未満

267
ジチオりん酸Ｏ，Ｏ―ジメチル―Ｓ―［（４―オキソ―１，２，３―ベ
ンゾトリアジン―３（４Ｈ）―イル）メチル］（別名アジンホスメチル）

86-50-0 1%未満 0.1%未満

268
ジチオりん酸Ｏ，Ｏ―ジメチル―Ｓ―１，２―ビス（エトキシカルボ
ニル）エチル（別名マラチオン）

121-75-5 1%未満 0.1%未満

269
ジナトリウム＝４―［（２，４―ジメチルフェニル）アゾ］―３―ヒドロ
キシ―２，７―ナフタレンジスルホナート（別名ポンソーＭＸ）

3761-53-3 1%未満 0.1%未満

270

ジナトリウム＝８―［［３，３′―ジメチル―４′―［［４―［［（４―メ
チルフェニル）スルホニル］オキシ］フェニル］アゾ］［１，１′―ビ
フェニル］―４―イル］アゾ］―７―ヒドロキシ―１，３―ナフタレン
ジスルホナート（別名ＣＩアシッドレッド１１４）

6459-94-5 1%未満 0.1%未満

271
ジナトリウム＝３―ヒドロキシ―４―［（２，４，５―トリメチルフェニ
ル）アゾ］―２，７―ナフタレンジスルホナート（別名ポンソー３Ｒ）

3564-09-8 1%未満 0.1%未満

272 ２，４―ジニトロトルエン 121-14-2 1%未満 0.1%未満
273 ジニトロベンゼン 25154-54-5 1%未満 0.1%未満
274 ２―（ジ―ノルマル―ブチルアミノ）エタノール 102-81-8 1%未満 1%未満
275 ジ―ノルマル―プロピルケトン 123-19-3 1%未満 1%未満
276 ジビニルベンゼン 1321-74-0 1%未満 0.1%未満
277 ジフェニルアミン 122-39-4 1%未満 0.1%未満
278 ジフェニルエーテル 101-84-8 1%未満 1%未満
279 １，２―ジブロモエタン（別名ＥＤＢ） 106-93-4 0.1%未満 0.1%未満
280 １，２―ジブロモ―３―クロロプロパン 96-12-8 0.1%未満 0.1%未満
281 ジブロモジフルオロメタン 75-61-6 1%未満 1%未満
282 ジベンゾイルペルオキシド 94-36-0 1%未満 0.1%未満
283 ジボラン 19287-45-7 1%未満 1%未満
284 Ｎ，Ｎ―ジメチルアセトアミド 127-19-5 1%未満 0.1%未満
285 Ｎ，Ｎ―ジメチルアニリン 121-69-7 1%未満 1%未満

286

［４―［［４―（ジメチルアミノ）フェニル］［４―［エチル（３―スルホ
ベンジル）アミノ］フェニル］メチリデン］シクロヘキサン―２，５―
ジエン―１―イリデン］（エチル）（３―スルホナトベンジル）アンモ
ニウムナトリウム塩（別名ベンジルバイオレット４Ｂ）

1694-09-3 1%未満 0.1%未満

287 ジメチルアミン 124-40-3 1%未満 0.1%未満

288
ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト（別名メチルジメ
トン）

8022-00-2 1%未満 0.1%未満

289 ジメチルエトキシシラン 14857-34-2 1%未満 0.1%未満
290 ジメチルカルバモイル＝クロリド 79-44-7 0.1%未満 0.1%未満
291 ジメチル―２，２―ジクロロビニルホスフェイト（別名ＤＤＶＰ） 62-73-7 1%未満 0.1%未満
292 ジメチルジスルフィド 624-92-0 1%未満 0.1%未満

292-2
ジメチル＝２，２，２―トリクロロ―１―ヒドロキシエチルホスホ
ナート（別名DEP）

52-68-6 1%未満 0.1%未満

293 Ｎ，Ｎ―ジメチルニトロソアミン 62-75-9 0.1%未満 0.1%未満

294
ジメチル―パラ―ニトロフェニルチオホスフェイト（別名メチルパラ
チオン）

298-00-0 1%未満 0.1%未満

295 ジメチルヒドラジン 下記 0.1%未満 0.1%未満
295 １，１－ジメチルヒドラジン 57-14-7 0.1%未満 0.1%未満
295 １，２－ジメチルヒドラジン 540-73-8 0.1%未満 0.1%未満

296
１，１′―ジメチル―４，４′―ビピリジニウム＝ジクロリド（別名
パラコート）

1910-42-5 1%未満 1%未満

297
１，１′―ジメチル―４，４′―ビピリジニウム２メタンスルホン酸
塩

2074-50-2 1%未満 1%未満

298
２―（４，６―ジメチル―２―ピリミジニルアミノカルボニルアミノス
ルフォニル）安息香酸メチル（別名スルホメチュロンメチル）

74222-97-2 1%未満 0.1%未満

299 Ｎ，Ｎ―ジメチルホルムアミド 68-12-2 0.3%未満 0.1%未満

300
１―［（２，５―ジメトキシフェニル）アゾ］―２―ナフトール（別名シ
トラスレッドナンバー２）

6358-53-8 1%未満 0.1%未満

301 臭化エチル 74-96-4 1%未満 0.1%未満
302 臭化水素 10035-10-6 1%未満 1%未満
303 臭化メチル 74-83-9 1%未満 0.1%未満
304 しゆう酸 144-62-7 1%未満 0.1%未満
305 臭素 7726-95-6 1%未満 1%未満
306 臭素化ビフェニル ＊ 1%未満 0.1%未満
307 硝酸 7697-37-2 1%未満 1%未満
308 硝酸アンモニウム 6484-52-2 － －
309 硝酸ノルマル―プロピル 627-13-4 1%未満 1%未満
310 しよう脳 76-22-2 1%未満 1%未満
311 シラン 7803-62-5 1%未満 1%未満
313 ジルコニウム化合物 ＊ 1%未満 1%未満

314 人造鉱物繊維（リフラクトリーセラミックファイバーを除く。） ＊ 1%未満 1%未満
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314 リフラクトリーセラミックファイバー 142844-00-6 1%未満 0.1%未満
315 水銀及びその無機化合物 ＊ 0.3%未満 0.1%未満
316 水酸化カリウム 1310-58-3 1%未満 1%未満
317 水酸化カルシウム 1305-62-0 1%未満 1%未満
318 水酸化セシウム 21351-79-1 1%未満 1%未満
319 水酸化ナトリウム 1310-73-2 1%未満 1%未満
320 水酸化リチウム 1310-65-2 0.3%未満 0.1%未満
320-2 水素化ビス（２―メトキシエトキシ）アルミニウムナトリウム 22722-98-1 1%未満 1%未満
321 水素化リチウム 7580-67-8 0.3%未満 0.1%未満
322 すず及びその化合物 ＊ 1%未満 0.1%未満
323 スチレン 100-42-5 0.3%未満 0.1%未満
324 ステアリン酸亜鉛 557-05-1 1%未満 1%未満
325 ステアリン酸ナトリウム 822-16-2 1%未満 1%未満
326 ステアリン酸鉛 1072-35-1 0.1%未満 0.1%未満
327 ステアリン酸マグネシウム 557-04-0 1%未満 1%未満
328 ストリキニーネ 57-24-9 1%未満 1%未満
329 石油エーテル ＊ 1%未満 1%未満
330 石油ナフサ ＊ 1%未満 1%未満
331 石油ベンジン ＊ 1%未満 1%未満
332 セスキ炭酸ナトリウム 533-96-0 1%未満 1%未満
333 セレン及びその化合物 ＊ 1%未満 0.1%未満

334
２―ターシャリ―ブチルイミノ―３―イソプロピル―５―フェニルテ
トラヒドロ―４Ｈ―１，３，５―チアジアジン―４―オン（別名ブプロ
フェジン）

69327-76-0 1%未満 1%未満

335 タリウム及びその水溶性化合物 ＊ 0.1%未満 0.1%未満
336 炭化けい素 409-21-2 0.1%未満 0.1%未満
337 タングステン及びその水溶性化合物 ＊ 1%未満 1%未満
338 タンタル及びその酸化物 ＊ 1%未満 1%未満

339
チオジ（パラ―フェニレン）―ジオキシ―ビス（チオホスホン酸）
Ｏ，Ｏ，Ｏ′，Ｏ′―テトラメチル（別名テメホス）

3383-96-8 1%未満 1%未満

340 チオ尿素 62-56-6 1%未満 0.1%未満

341
４，４′―チオビス（６―ターシャリ―ブチル―３―メチルフェノー
ル）

96-69-5 1%未満 1%未満

342 チオフェノール 108-98-5 1%未満 0.1%未満

343
チオりん酸Ｏ，Ｏ―ジエチル―Ｏ―（２―イソプロピル―６―メチ
ル―４―ピリミジニル）（別名ダイアジノン）

333-41-5 1%未満 0.1%未満

344 チオりん酸Ｏ，Ｏ―ジエチル―エチルチオエチル（別名ジメトン） 8065-48-3 1%未満 0.1%未満

345
チオりん酸Ｏ，Ｏ―ジエチル―Ｏ―（６―オキソ―１―フェニル―
１，６―ジヒドロ―３―ピリダジニル）（別名ピリダフェンチオン）

119-12-0 1%未満 1%未満

346
チオりん酸Ｏ，Ｏ―ジエチル―Ｏ―（３，５，６―トリクロロ―２―ピ
リジル）（別名クロルピリホス）

2921-88-2 1%未満 1%未満

347
チオりん酸Ｏ，Ｏ―ジエチル―Ｏ―［４―（メチルスルフィニル）
フェニル］（別名フェンスルホチオン）

115-90-2 1%未満 1%未満

348
チオりん酸Ｏ，Ｏ―ジメチル―Ｏ―（２，４，５―トリクロロフェニ
ル）（別名ロンネル）

299-84-3 1%未満 0.1%未満

349
チオりん酸Ｏ，Ｏ―ジメチル―Ｏ―（３―メチル―４―ニトロフェニ
ル）（別名フェニトロチオン）

122-14-5 1%未満 1%未満

350
チオりん酸Ｏ，Ｏ―ジメチル―Ｏ―（３―メチル―４―メチルチオ
フェニル）（別名フェンチオン）

55-38-9 1%未満 0.1%未満

351 デカボラン 17702-41-9 1%未満 1%未満
352 鉄水溶性塩 ＊ 1%未満 1%未満

353
１，４，７，８―テトラアミノアントラキノン（別名ジスパースブルー
１）

2475-45-8 1%未満 0.1%未満

354 テトラエチルチウラムジスルフィド（別名ジスルフィラム） 97-77-8 1%未満 0.1%未満
355 テトラエチルピロホスフェイト（別名ＴＥＰＰ） 107-49-3 1%未満 1%未満
356 テトラエトキシシラン 78-10-4 1%未満 1%未満
357 １，１，２，２―テトラクロロエタン（別名四塩化アセチレン） 79-34-5 1%未満 0.1%未満

358
Ｎ―（１，１，２，２―テトラクロロエチルチオ）―１，２，３，６―テト
ラヒドロフタルイミド（別名キャプタフォル）

2425-06-1 0.1%未満 0.1%未満

359 テトラクロロエチレン（別名パークロルエチレン） 127-18-4 0.1%未満 0.1%未満

360
４，５，６，７―テトラクロロ―１，３―ジヒドロベンゾ［ｃ］フラン―２
―オン（別名フサライド）

27355-22-2 1%未満 1%未満

361 テトラクロロジフルオロエタン（別名ＣＦＣ―１１２） 76-12-0 1%未満 1%未満
362 ２，３，７，８―テトラクロロジベンゾ―１，４―ジオキシン 1746-01-6 0.1%未満 0.1%未満
363 テトラクロロナフタレン 1335-88-2 1%未満 1%未満

364
テトラナトリウム＝３，３′―［（３，３′―ジメチル―４，４′―ビ
フェニリレン）ビス（アゾ）］ビス［５―アミノ―４―ヒドロキシ―２，７
―ナフタレンジスルホナート］（別名トリパンブルー）

72-57-1 1%未満 0.1%未満
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365
テトラナトリウム＝３，３′―［（３，３′―ジメトキシ―４，４′―ビ
フェニリレン）ビス（アゾ）］ビス［５―アミノ―４―ヒドロキシ―２，７
―ナフタレンジスルホナート］（別名ＣＩダイレクトブルー１５）

2429-74-5 1%未満 0.1%未満

366 テトラニトロメタン 509-14-8 1%未満 0.1%未満
367 テトラヒドロフラン 109-99-9 1%未満 0.1%未満
367-2 テトラヒドロメチル無水フタル酸 11070-44-3 1%未満 0.1%未満
368 テトラフルオロエチレン 116-14-3 1%未満 0.1%未満
369 １，１，２，２―テトラブロモエタン 79-27-6 1%未満 1%未満
370 テトラブロモメタン 558-13-4 1%未満 1%未満
371 テトラメチルこはく酸ニトリル 3333-52-6 1%未満 1%未満
372 テトラメチルチウラムジスルフィド（別名チウラム） 137-26-8 0.1%未満 0.1%未満
373 テトラメトキシシラン 681-84-5 1%未満 1%未満
374 テトリル 479-45-8 1%未満 0.1%未満
375 テルフェニル 26140-60-3 1%未満 1%未満
376 テルル及びその化合物 ＊ 1%未満 0.1%未満
377 テレビン油 8006-64-2 1%未満 0.1%未満
378 テレフタル酸 100-21-0 1%未満 1%未満
379 銅及びその化合物 ＊ 1%未満 0.1%未満
380 灯油 8008-20-6 1%未満 0.1%未満
381 トリエタノールアミン 102-71-6 1%未満 0.1%未満
382 トリエチルアミン 121-44-8 1%未満 1%未満
383 トリクロロエタン 下記 1%未満 0.1%未満
383 １，１，１－トリクロロエタン 71-55-6 1%未満 0.1%未満
383 １，１，２－トリクロロエタン 79-00-5 1%未満 0.1%未満
384 トリクロロエチレン 79-01-6 0.1%未満 0.1%未満
385 トリクロロ酢酸 76-03-9 1%未満 0.1%未満
386 １，１，２―トリクロロ―１，２，２―トリフルオロエタン 76-13-1 1%未満 1%未満
387 トリクロロナフタレン 1321-65-9 1%未満 1%未満

388
１，１，１―トリクロロ―２，２―ビス（４―クロロフェニル）エタン（別
名ＤＤＴ）

50-29-3 0.1%未満 0.1%未満

389
１，１，１―トリクロロ―２，２―ビス（４―メトキシフェニル）エタン
（別名メトキシクロル）

72-43-5 1%未満 0.1%未満

390 ２，４，５―トリクロロフェノキシ酢酸 93-76-5 0.3%未満 0.1%未満
391 トリクロロフルオロメタン（別名ＣＦＣ―１１） 75-69-4 1%未満 0.1%未満
392 １，２，３―トリクロロプロパン 96-18-4 0.1%未満 0.1%未満
393 １，２，４―トリクロロベンゼン 120-82-1 1%未満 1%未満
394 トリクロロメチルスルフェニル＝クロリド 594-42-3 1%未満 1%未満

395
Ｎ―（トリクロロメチルチオ）―１，２，３，６―テトラヒドロフタルイミ
ド（別名キャプタン）

133-06-2 1%未満 0.1%未満

396 トリシクロヘキシルすず＝ヒドロキシド 13121-70-5 1%未満 1%未満

397
１，３，５―トリス（２，３―エポキシプロピル）―１，３，５―トリアジ
ン―２，４，６（１Ｈ，３Ｈ，５Ｈ）―トリオン

2451-62-9 0.1%未満 0.1%未満

398 トリス（Ｎ，Ｎ―ジメチルジチオカルバメート）鉄（別名ファーバム） 14484-64-1 1%未満 0.1%未満
399 トリニトロトルエン 118-96-7 1%未満 0.1%未満
400 トリフェニルアミン 603-34-9 1%未満 1%未満
401 トリブロモメタン 75-25-2 1%未満 0.1%未満
402 ２―トリメチルアセチル―１，３―インダンジオン 83-26-1 1%未満 1%未満
403 トリメチルアミン 75-50-3 1%未満 1%未満
404 トリメチルベンゼン 25551-13-7 1%未満 1%未満
405 トリレンジイソシアネート 26471-62-5他1%未満 0.1%未満
406 トルイジン 26915-12-8 0.1%未満 0.1%未満
406 ｏ－トルイジン 95-53-4 0.1%未満 0.1%未満
406 ｍ－トルイジン 108-44-1 0.1%未満 0.1%未満
406 ｐ－トルイジン 106-49-0 0.1%未満 0.1%未満
407 トルエン 108-88-3　 0.3%未満 0.1%未満
408 ナフタレン 91-20-3 1%未満 0.1%未満
409 １―ナフチルチオ尿素 86-88-4 1%未満 1%未満
410 １―ナフチル―Ｎ―メチルカルバメート（別名カルバリル） 63-25-2 1%未満 1%未満
411 鉛及びその無機化合物 ＊ 0.1%未満 0.1%未満
412 二亜硫酸ナトリウム 7681-57-4 1%未満 1%未満
413 ニコチン 54-11-5 1%未満 0.1%未満
414 二酸化硫黄 7446-09-5 1%未満 1%未満
415 二酸化塩素 10049-04-4 1%未満 1%未満
416 二酸化窒素 10102-44-0 1%未満 0.1%未満
417 二硝酸プロピレン 6423-43-4 1%未満 1%未満
418 ニッケル 7440-02-0 1%未満 0.1%未満
418 ニッケル化合物 ＊ 0.1%未満 0.1%未満
418 ニッケルカルボニル 13463-39-3 0.1%未満 0.1%未満
419 ニトリロ三酢酸 139-13-9 1%未満 0.1%未満
420 ５―ニトロアセナフテン 602-87-9 1%未満 0.1%未満
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421 ニトロエタン 79-24-3 1%未満 1%未満
422 ニトログリコール 628-96-6 1%未満 1%未満
423 ニトログリセリン 55-63-0 － －
424 ニトロセルローズ 9004-70-0　 － －
425 Ｎ―ニトロソモルホリン 59-89-2 1%未満 0.1%未満
426 ニトロトルエン 1321-12-6 0.1%未満 0.1%未満
426 ｏ－ニトロトルエン 88-72-2 0.1%未満 0.1%未満
426 ｍ－ニトロトルエン 99-08-1 0.1%未満 0.1%未満
426 ｐ－ニトロトルエン 99-99-0 0.1%未満 0.1%未満
427 ニトロプロパン 下記 1%未満 0.1%未満
427 １－ニトロプロパン 108-03-2 1%未満 0.1%未満
427 ２－ニトロプロパン 79-46-9 1%未満 0.1%未満
428 ニトロベンゼン 98-95-3 1%未満 0.1%未満
429 ニトロメタン 75-52-5 1%未満 0.1%未満
430 乳酸ノルマル―ブチル 138-22-7 1%未満 1%未満
431 二硫化炭素 75-15-0 0.3%未満 0.1%未満
432 ノナン 111-84-2他 1%未満 1%未満
433 ノルマル―ブチルアミン 109-73-9 1%未満 1%未満
434 ノルマル―ブチルエチルケトン 106-35-4 1%未満 1%未満
435 ノルマル―ブチル―２，３―エポキシプロピルエーテル 2426-08-6 1%未満 0.1%未満

436
Ｎ―［１―（Ｎ―ノルマル―ブチルカルバモイル）―１Ｈ―２―ベン
ゾイミダゾリル］カルバミン酸メチル（別名ベノミル）

17804-35-2 0.1%未満 0.1%未満

437 白金及びその水溶性塩 ＊ 1%未満 0.1%未満
438 ハフニウム及びその化合物 ＊ 1%未満 1%未満
439 パラ―アニシジン 104-94-9 1%未満 1%未満
440 パラ―クロロアニリン 106-47-8 1%未満 0.1%未満
441 パラ―ジクロロベンゼン 106-46-7 0.3%未満 0.1%未満
442 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン 60-11-7 1%未満 0.1%未満
443 パラ―ターシャリ―ブチルトルエン 98-51-1 0.3%未満 0.1%未満
444 パラ―ニトロアニリン 100-01-6 1%未満 0.1%未満
445 パラ―ニトロクロロベンゼン 100-00-5 1%未満 0.1%未満
446 パラ―フェニルアゾアニリン 60-09-3 1%未満 0.1%未満
447 パラ―ベンゾキノン 106-51-4 1%未満 1%未満
448 パラ―メトキシフェノール 150-76-5 1%未満 1%未満
449 バリウム及びその水溶性化合物 ＊ 1%未満 1%未満
450 ピクリン酸 88-89-1 － －
451 ビス（２，３―エポキシプロピル）エーテル 2238-07-5 1%未満 1%未満
452 １，３―ビス［（２，３―エポキシプロピル）オキシ］ベンゼン 101-90-6 1%未満 0.1%未満
453 ビス（２―クロロエチル）エーテル 111-44-4 1%未満 1%未満
454 ビス（２―クロロエチル）スルフィド（別名マスタードガス） 505-60-2 0.1%未満 0.1%未満
455 Ｎ，Ｎ―ビス（２―クロロエチル）メチルアミン―Ｎ―オキシド 126-85-2 0.1%未満 0.1%未満

456
ビス（ジチオりん酸）Ｓ，Ｓ′―メチレン―Ｏ，Ｏ，　Ｏ′，Ｏ′―テ
トラエチル（別名エチオン）

563-12-2 1%未満 1%未満

457 ビス（２―ジメチルアミノエチル）エーテル 3033-62-3 1%未満 1%未満

458 砒
ヒ

素及びその化合物 ＊ 0.1%未満 0.1%未満

459 ヒドラジン 302-01-2 1%未満 0.1%未満
460 ヒドラジン一水和物 7803-57-8 1%未満 0.1%未満
461 ヒドロキノン 123-31-9 0.1%未満 0.1%未満
462 ４―ビニル―１―シクロヘキセン 100-40-3 1%未満 0.1%未満
463 ４―ビニルシクロヘキセンジオキシド 106-87-6 1%未満 0.1%未満
464 ビニルトルエン 25013-15-4 1%未満 1%未満
464-2 Ｎ―ビニル―２―ピロリドン 88-12-0 1%未満 0.1%未満
465 ビフェニル 92-52-4 1%未満 0.1%未満
466 ピペラジン二塩酸塩 142-64-3 1%未満 1%未満
467 ピリジン 110-86-1 1%未満 0.1%未満
468 ピレトラム 8003-34-7 1%未満 0.1%未満
468-2 フェニルイソシアネート 103-71-9 1%未満 0.1%未満
469 フェニルオキシラン 96-09-3 0.1%未満 0.1%未満
470 フェニルヒドラジン 100-63-0 1%未満 0.1%未満
471 フェニルホスフィン 638-21-1 1%未満 0.1%未満
472 フェニレンジアミン 25265-76-3 1%未満 0.1%未満
472 ｏ－フェニレンジアミン 95-54-5 1%未満 0.1%未満
472 ｍ－フェニレンジアミン 108-45-2 1%未満 0.1%未満
472 ｐ－フェニレンジアミン 106-50-3 1%未満 0.1%未満
473 フェノチアジン 92-84-2 1%未満 1%未満
474 フェノール 108-95-2 0.1%未満 0.1%未満
475 フェロバナジウム 12604-58-9 1%未満 1%未満
476 １，３―ブタジエン 106-99-0 0.1%未満 0.1%未満
477 ブタノール 下記 1%未満 0.1%未満
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477 １－ブタノール 71-36-3 1%未満 0.1%未満
477 ２－ブタノール 78-92-2 1%未満 0.1%未満
477 イソブタノール（イソブチルアルコール） 78-83-1 1%未満 0.1%未満
477 tert－ブタノール 75-65-0 1%未満 0.1%未満
478 フタル酸ジエチル 84-66-2 1%未満 0.1%未満
479 フタル酸ジ―ノルマル―ブチル 84-74-2 0.3%未満 0.1%未満
480 フタル酸ジメチル 131-11-3 1%未満 1%未満
481 フタル酸ビス（２―エチルヘキシル）（別名ＤＥＨＰ） 117-81-7 0.3%未満 0.1%未満
482 ブタン 106-97-8他 1%未満 1%未満
482-2 ２，３―ブタンジオン（別名ジアセチル） 431-03-8 1%未満 0.1%未満
483 １―ブタンチオール 109-79-5 1%未満 1%未満

484 弗
フッ

化カルボニル 353-50-4 1%未満 1%未満

485 弗
フッ

化ビニリデン 75-38-7 1%未満 1%未満

486 弗
フッ

化ビニル 75-02-5 0.1%未満 0.1%未満

487 弗
フッ

素及びその水溶性無機化合物 ＊ 1%未満 0.1%未満

487 弗
フッ

化水素 7664-39-3 1%未満 0.1%未満

488 ２―ブテナール 123-73-9 0.1%未満 0.1%未満
488-2 ブテン 25167-67-3 1%未満 1%未満
488-2 １－ブテン 106-98-9 1%未満 1%未満
488-2 ２－ブテン 107-01-7他 1%未満 1%未満
488-2 イソブテン 115-11-7 1%未満 1%未満
489 フルオロ酢酸ナトリウム 62-74-8 1%未満 1%未満
490 フルフラール 98-01-1 1%未満 0.1%未満
491 フルフリルアルコール 98-00-0 1%未満 1%未満
492 １，３―プロパンスルトン 1120-71-4 0.1%未満 0.1%未満
492-2 プロピオンアルデヒド 123-38-6 1%未満 1%未満
493 プロピオン酸 79-09-4 1%未満 1%未満
494 プロピルアルコール 下記 1%未満 0.1%未満
494 ｎ－プロピルアルコール 71-23-8 1%未満 0.1%未満
494 イソプロピルアルコール 67-63-0 1%未満 0.1%未満
495 プロピレンイミン 75-55-8 1%未満 0.1%未満
496 プロピレングリコールモノメチルエーテル 107-98-2 1%未満 1%未満
497 ２―プロピン―１―オール 107-19-7 1%未満 1%未満
497-2 プロペン 115-07-1 1%未満 1%未満
498 ブロモエチレン 593-60-2 0.1%未満 0.1%未満

499
２―ブロモ―２―クロロ―１，１，１―トリフルオロエタン（別名ハロ
タン）

151-67-7 1%未満 0.1%未満

500 ブロモクロロメタン 74-97-5 1%未満 1%未満
501 ブロモジクロロメタン 75-27-4 1%未満 0.1%未満

502
５―ブロモ―３―セカンダリ―ブチル―６―メチル―１，２，３，４
―テトラヒドロピリミジン―２，４―ジオン（別名ブロマシル）

314-40-9 1%未満 0.1%未満

503 ブロモトリフルオロメタン 75-63-8 1%未満 1%未満
503-2 １―ブロモプロパン 106-94-5 1%未満 0.1%未満
504 ２―ブロモプロパン 75-26-3 0.3%未満 0.1%未満
504-2 ３―ブロモ―１―プロペン（別名臭化アリル） 106-95-6 1%未満 1%未満
505 ヘキサクロロエタン 67-72-1 1%未満 0.1%未満

506
１，２，３，４，１０，１０―ヘキサクロロ―６，７―エポキシ―１，４，
４ａ，５，６，７，８，８ａ―オクタヒドロ―エキソ―１，４―エンド―
５，８―ジメタノナフタレン（別名ディルドリン）

60-57-1 0.3%未満 0.1%未満

507
１，２，３，４，１０，１０―ヘキサクロロ―６，７―エポキシ―１，４，
４ａ，５，６，７，８，８ａ―オクタヒドロ―エンド―１，４―エンド―５，
８―ジメタノナフタレン（別名エンドリン）

72-20-8 1%未満 1%未満

508 １，２，３，４，５，６―ヘキサクロロシクロヘキサン（別名リンデン） 608-73-1 1%未満 0.1%未満
509 ヘキサクロロシクロペンタジエン 77-47-4 1%未満 0.1%未満
510 ヘキサクロロナフタレン 1335-87-1 1%未満 1%未満

511
１，４，５，６，７，７―ヘキサクロロビシクロ［２，２，１］―５―ヘプ
テン―２，３―ジカルボン酸（別名クロレンド酸）

115-28-6 1%未満 0.1%未満

512
１，２，３，４，１０，１０―ヘキサクロロ―１，４，４ａ，５，８，８ａ―ヘ
キサヒドロ―エキソ―１，４―エンド―５，８―ジメタノナフタレン
（別名アルドリン）

309-00-2 1%未満 0.1%未満

513
ヘキサクロロヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイ
ド（別名ベンゾエピン）

115-29-7 1%未満 1%未満

514 ヘキサクロロベンゼン 118-74-1 0.3%未満 0.1%未満

515
ヘキサヒドロ―１，３，５―トリニトロ―１，３，５―トリアジン（別名
シクロナイト）

121-82-4 1%未満 1%未満

516 ヘキサフルオロアセトン 684-16-2 1%未満 0.1%未満
516-2 ヘキサフルオロアルミン酸三ナトリウム 13775-53-6 1%未満 1%未満
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516-3 ヘキサフルオロプロペン 116-15-4 1%未満 1%未満
517 ヘキサメチルホスホリックトリアミド 680-31-9 0.1%未満 0.1%未満
518 ヘキサメチレンジアミン 124-09-4 1%未満 0.1%未満
519 ヘキサメチレン＝ジイソシアネート 822-06-0 1%未満 0.1%未満
520 ヘキサン 110-54-3他 1%未満 0.1%未満
520 ｎ－ヘキサン 110-54-3 1%未満 0.1%未満
521 １―ヘキセン 592-41-6 1%未満 1%未満
522 ベータ―ブチロラクトン 3068-88-0他 1%未満 0.1%未満
523 ベータ―プロピオラクトン 57-57-8 0.1%未満 0.1%未満

524
１，４，５，６，７，８，８―ヘプタクロロ―２，３―エポキシ―３ａ，
４，７，７ａ―テトラヒドロ―４，７―メタノ―１Ｈ―インデン（別名ヘ
プタクロルエポキシド）

1024-57-3 0.3%未満 0.1%未満

525
１，４，５，６，７，８，８―ヘプタクロロ―３ａ，４，７，７ａ―テトラヒド
ロ―４，７―メタノ―１Ｈ―インデン（別名ヘプタクロル）

76-44-8 0.3%未満 0.1%未満

526 ヘプタン 142-82-5他 1%未満 1%未満
527 ペルオキソ二硫酸アンモニウム 7727-54-0 1%未満 0.1%未満
528 ペルオキソ二硫酸カリウム 7727-21-1 1%未満 0.1%未満
529 ペルオキソ二硫酸ナトリウム 7775-27-1 1%未満 0.1%未満
530 ペルフルオロオクタン酸 335-67-1 0.3%未満 0.1%未満
530 ペルフルオロオクタン酸アンモニウム塩 3825-26-1 1%未満 0.1%未満
530-2 ベンジルアルコール 100-51-6 1%未満 1%未満
531 ベンゼン 71-43-2 0.1%未満 0.1%未満
532 １，２，４―ベンゼントリカルボン酸１，２―無水物 552-30-7 1%未満 0.1%未満
533 ベンゾ［ａ］アントラセン 56-55-3 1%未満 0.1%未満
534 ベンゾ［ａ］ピレン 50-32-8 0.1%未満 0.1%未満
535 ベンゾフラン 271-89-6 1%未満 0.1%未満
536 ベンゾ［ｅ］フルオラセン 205-99-2 0.1%未満 0.1%未満
537 ペンタクロロナフタレン 1321-64-8 1%未満 1%未満
538 ペンタクロロニトロベンゼン 82-68-8 1%未満 0.1%未満
539 ペンタクロロフェノール（別名ＰＣＰ） 87-86-5 0.3%未満 0.1%未満
539 ペンタクロロフェノール（別名ＰＣＰ）ナトリウム塩 131-52-2 0.3%未満 0.1%未満
540 １―ペンタナール 110-62-3 1%未満 1%未満

541
１，１，３，３，３―ペンタフルオロ―２―（トリフルオロメチル）―１
―プロペン（別名ＰＦＩＢ）

382-21-8 1%未満 1%未満

542 ペンタボラン 19624-22-7 1%未満 1%未満
543 ペンタン 109-66-0他 1%未満 1%未満
544 ほう酸 10043-35-3 0.3%未満 0.1%未満
544 ほう酸ナトリウム 1330-43-4 1%未満 0.1%未満
545 ホスゲン 75-44-5 1%未満 1%未満
545-2 ポルトランドセメント 65997-15-1 1%未満 1%未満

546
（２―ホルミルヒドラジノ）―４―（５―ニトロ―２―フリル）チアゾー
ル

3570-75-0 1%未満 0.1%未満

547 ホルムアミド 75-12-7 0.3%未満 0.1%未満
548 ホルムアルデヒド 50-00-0 0.1%未満 0.1%未満
549 マゼンタ 632-99-5 1%未満 0.1%未満
550 マンガン 7439-96-5 0.3%未満 0.1%未満
550 無機マンガン化合物 ＊ 1%未満 0.1%未満

551
ミネラルスピリット（ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリット、ホ
ワイトスピリット及びミネラルターペンを含む。）

64742-47-8 1%未満 1%未満

552 無水酢酸 108-24-7 1%未満 1%未満
553 無水フタル酸 85-44-9 1%未満 0.1%未満
554 無水マレイン酸 108-31-6 1%未満 0.1%未満
555 メタ―キシリレンジアミン 1477-55-0 1%未満 0.1%未満
556 メタクリル酸 79-41-4 1%未満 1%未満
557 メタクリル酸メチル 80-62-6 1%未満 0.1%未満
558 メタクリロニトリル 126-98-7 0.3%未満 0.1%未満
559 メタ―ジシアノベンゼン 626-17-5 1%未満 1%未満
560 メタノール 67-56-1 0.3%未満 0.1%未満
561 メタンスルホン酸エチル 62-50-0 0.1%未満 0.1%未満
562 メタンスルホン酸メチル 66-27-3 0.1%未満 0.1%未満
563 メチラール 109-87-5 1%未満 1%未満
564 メチルアセチレン 74-99-7 1%未満 1%未満
565 Ｎ―メチルアニリン 100-61-8 1%未満 1%未満

566
２，２′―［［４―（メチルアミノ）―３―ニトロフェニル］アミノ］ジエ
タノール（別名ＨＣブルーナンバー１）

2784-94-3 1%未満 0.1%未満

567
Ｎ―メチルアミノホスホン酸Ｏ―（４―ターシャリ―ブチル―２―ク
ロロフェニル）―Ｏ―メチル（別名クルホメート）

299-86-5 1%未満 1%未満

568 メチルアミン 74-89-5 0.1%未満 0.1%未満
569 メチルイソブチルケトン 108-10-1 1%未満 0.1%未満
570 メチルエチルケトン 78-93-3 1%未満 1%未満
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571
Ｎ―メチルカルバミン酸２―イソプロピルオキシフェニル（別名プ
ロポキスル）

114-26-1 0.1%未満 0.1%未満

572
Ｎ―メチルカルバミン酸２，３―ジヒドロ―２，２―ジメチル―７―
ベンゾ［ｂ］フラニル（別名カルボフラン）

1563-66-2 1%未満 1%未満

573
Ｎ―メチルカルバミン酸２―セカンダリ―ブチルフェニル（別名
フェノブカルブ）

3766-81-2 1%未満 1%未満

574 メチルシクロヘキサノール 25639-42-3他1%未満 1%未満
575 メチルシクロヘキサノン 1331-22-2他 1%未満 1%未満
576 メチルシクロヘキサン 108-87-2 1%未満 1%未満
577 ２―メチルシクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン 12108-13-3 1%未満 1%未満
578 ２―メチル―４，６―ジニトロフェノール 534-52-1 0.1%未満 0.1%未満
579 ２―メチル―３，５―ジニトロベンズアミド（別名ジニトルミド） 148-01-6 1%未満 1%未満
580 メチル―ターシャリ―ブチルエーテル（別名ＭＴＢＥ） 1634-04-4 1%未満 0.1%未満

581
５―メチル―１，２，４―トリアゾロ［３，４―ｂ］ベンゾチアゾール
（別名トリシクラゾール）

41814-78-2 1%未満 1%未満

582 ２―メチル―４―（２―トリルアゾ）アニリン 97-56-3 0.1%未満 0.1%未満
582-2 メチルナフタレン 下記 1%未満 1%未満
582-2 １－メチルナフタレン 90-12-0 1%未満 1%未満
582-2 ２－メチルナフタレン 91-57-6 1%未満 1%未満
582-3 ２―メチル―５―ニトロアニリン 99-55-8 1%未満 0.1%未満
583 ２―メチル―１―ニトロアントラキノン 129-15-7 1%未満 0.1%未満
584 Ｎ―メチル―Ｎ―ニトロソカルバミン酸エチル 615-53-2 1%未満 0.1%未満
585 メチル―ノルマル―ブチルケトン 591-78-6 1%未満 1%未満
586 メチル―ノルマル―ペンチルケトン 110-43-0 1%未満 1%未満
587 メチルヒドラジン 60-34-4 1%未満 0.1%未満
588 メチルビニルケトン 78-94-4 1%未満 0.1%未満
588-2 Ｎ―メチル―２―ピロリドン 872-50-4 1%未満 0.1%未満

589
１―［（２―メチルフェニル）アゾ］―２―ナフトール（別名オイルオ
レンジＳＳ）

2646-17-5 1%未満 0.1%未満

590 メチルプロピルケトン 107-87-9 1%未満 1%未満
591 ５―メチル―２―ヘキサノン 110-12-3 1%未満 1%未満
592 ４―メチル―２―ペンタノール 108-11-2 1%未満 1%未満
593 ２―メチル―２，４―ペンタンジオール 107-41-5 1%未満 1%未満

594
２―メチル―Ｎ―［３―（１―メチルエトキシ）フェニル］ベンズアミ
ド（別名メプロニル）

55814-41-0 1%未満 1%未満

595
Ｓ―メチル―Ｎ―（メチルカルバモイルオキシ）チオアセチミデー
ト（別名メソミル）

16752-77-5 1%未満 1%未満

596 メチルメルカプタン 74-93-1 1%未満 1%未満
597 ４，４′―メチレンジアニリン 101-77-9 1%未満 0.1%未満
598 メチレンビス（４，１―シクロヘキシレン）＝ジイソシアネート 5124-30-1 1%未満 0.1%未満
599 メチレンビス（４，１―フェニレン）＝ジイソシアネート（別名ＭＤＩ） 101-68-8 1%未満 0.1%未満
600 ２―メトキシ―５―メチルアニリン 120-71-8 1%未満 0.1%未満
601 １―（２―メトキシ―２―メチルエトキシ）―２―プロパノール 34590-94-8 1%未満 1%未満

601-2
２―メトキシ―２―メチルブタン（別名ターシャリ―アミルメチル
エーテル）

994-05-8 1%未満 0.1%未満

602 メルカプト酢酸 68-11-1 1%未満 0.1%未満
603 モリブデン及びその化合物 ＊ 1%未満 0.1%未満
604 モルホリン 110-91-8 1%未満 1%未満

606 沃
ヨウ

素 7553-56-2 1%未満 0.1%未満

606 沃素化合物（沃化物） ＊ 1%未満 1%未満

606 沃
ヨウ

化メチル 74-88-4　 1%未満 1%未満

607 ヨードホルム 75-47-8 1%未満 1%未満
607-2 硫化カルボニル 463-58-1 1%未満 1%未満
608 硫化ジメチル 75-18-3 1%未満 1%未満
609 硫化水素 7783-06-4 1%未満 1%未満
610 硫化水素ナトリウム 16721-80-5 1%未満 1%未満
611 硫化ナトリウム 1313-82-2 1%未満 1%未満
612 硫化りん 1314-80-3他 1%未満 1%未満
613 硫酸 7664-93-9 1%未満 1%未満
614 硫酸ジイソプロピル 2973-10-6 1%未満 0.1%未満
615 硫酸ジエチル 64-67-5 0.1%未満 0.1%未満
616 硫酸ジメチル 77-78-1 0.1%未満 0.1%未満
617 りん化水素 7803-51-2 1%未満 1%未満
618 りん酸 7664-38-2 1%未満 1%未満
619 りん酸ジ―ノルマル―ブチル 107-66-4 1%未満 1%未満
620 りん酸ジ―ノルマル―ブチル＝フェニル 2528-36-1 1%未満 1%未満

621
りん酸１，２―ジブロモ―２，２―ジクロロエチル＝ジメチル（別名
ナレド）

300-76-5 1%未満 0.1%未満
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622
りん酸ジメチル＝（Ｅ）―１―（Ｎ，Ｎ―ジメチルカルバモイル）―１
―プロペン―２―イル（別名ジクロトホス）

141-66-2 1%未満 1%未満

623
りん酸ジメチル＝（Ｅ）―１―（Ｎ―メチルカルバモイル）―１―プ
ロペン―２―イル（別名モノクロトホス）

6923-22-4 1%未満 1%未満

624
りん酸ジメチル＝１―メトキシカルボニル―１―プロペン―２―イ
ル（別名メビンホス）

7786-34-7 1%未満 1%未満

625 りん酸トリ（オルト―トリル） 78-30-8 1%未満 1%未満
626 りん酸トリス（２，３―ジブロモプロピル） 126-72-7 0.1%未満 0.1%未満
627 りん酸トリ―ノルマル―ブチル 126-73-8 1%未満 1%未満
628 りん酸トリフェニル 115-86-6 1%未満 1%未満
629 レソルシノール 108-46-3 1%未満 0.1%未満
630 六塩化ブタジエン 87-68-3 1%未満 0.1%未満
631 ロジウム及びその化合物 ＊ 1%未満 0.1%未満
632 ロジン 8050-09-7 1%未満 0.1%未満
633 ロテノン 83-79-4 1%未満 1%未満

※ 物質により裾切値が異なる号、特化則等の特別則の適用が分かれる構

造異性体を含む号、o,m,p‐の構造異性体を含む号については、号を分割し

て記載した。

※ 表示の適用除外： 四アルキル鉛を含有する製剤その他の物（加鉛ガソ

リンに限る。）及びニトログリセリンを含有する製剤その他の物（98%以上の

不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化した物であつて、ニトログリセリン

の含有量が1%未満のものに限る。）

※ 通知の適用除外： ニトログリセリンを含有する製剤その他の物（98%以
上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化した物であつて、ニトログリセ

リンの含有量が0.1%未満のものに限る。）

※ 「－」は裾切値の設定がないことを示す

※ CAS番号は参考として示したものであり、構造異性体等が存在する場合

に異なるCAS番号が割り振られることがあるが、対象物質の当否の判断は物

質名で行うものとする。
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別紙

名称 CAS RN 表示裾切値
（重量％）

通知裾切値
（重量％） 備考

アクリル酸２―（ジメチルアミノ）エチル 2439-35-2 1 0.1
アザチオプリン 446-86-6 0.1 0.1
アセタゾラミド（別名アセタゾールアミド） 59-66-5 0.3 0.1
アセトンチオセミカルバゾン 1752-30-3 1 1
アニリンとホルムアルデヒドの重縮合物 25214-70-4 0.1 0.1
アフラトキシン 1402-68-2 0.1 0.1
２―アミノエタンチオール（別名システアミン） 60-23-1 0.3 0.1
Ｎ―（２―アミノエチル）―２―アミノエタノール 111-41-1 0.2 0.1
３―アミノ―Ｎ―エチルカルバゾール 132-32-1 0.1 0.1
（Ｓ）―２―アミノ―３―［４―［ビス（２―クロロエチル）アミノ］
フェニル］プロパン酸（別名メルファラン） 148-82-3 0.1 0.1

２―アミノ―４―［ヒドロキシ（メチル）ホスホリル］ブタン酸及びそのア
ンモニウム塩

51276-47-2,
77182-82-2（アンモニ
ウム塩）

0.3 0.1

３―アミノ―１―プロペン 107-11-9 1 1
４―アミノ―１―ベータ―Ｄ―リボフラノシル―１，３，５―トリアジン
―２（１Ｈ）―オン 320-67-2 0.1 0.1

４―アリル―１，２―ジメトキシベンゼン 93-15-2 0.1 0.1
１７アルファ―アセチルオキシ―６―クロロ―プレグナ―４，６―ジエン
―３，２０―ジオン 302-22-7 0.3 0.1

アントラセン 120-12-7 0.1 0.1
イソシアン酸３，４―ジクロロフェニル 102-36-3 1 1
４，４′―イソプロピリデンジフェノール（別名ビスフェノールＡ） 80-05-7 0.3 0.1
イブプロフェン 15687-27-1 0.3 0.1
ウラン 7440-61-1 0.1 0.1
Ｏ―エチル―Ｏ―（２―イソプロポキシカルボニルフェニル）―Ｎ―イソ
プロピルチオホスホルアミド（別名イソフェンホス） 25311-71-1 1 0.1

Ｏ―エチル＝Ｓ，Ｓ―ジプロピル＝ホスホロジチオアート（別名エトプロ
ホス） 13194-48-4 0.1 0.1

Ｎ―エチル―Ｎ―ニトロソ尿素 759-73-9 0.1 0.1
１―エチルピロリジン―２―オン 2687-91-4 0.3 0.1
５―エチル―５―フェニルバルビツル酸（別名フェノバルビタール） 50-06-6 0.1 0.1
Ｓ―エチル＝ヘキサヒドロ―１Ｈ―アゼピン―１―カルボチオアート（別
名モリネート） 2212-67-1 0.3 0.1

（３Ｓ，４Ｒ）―３―エチル―４―［（１―メチル―１Ｈ―イミダ
ゾール―５―イル）メチル］オキソラン―２―オン（別名ピロカルピン） 92-13-7 1 1

Ｏ―エチル＝Ｓ―１―メチルプロピル＝（２―オキソ―３―チアゾリジニ
ル）ホスホノチオアート（別名ホスチアゼート） 98886-44-3 0.3 0.1

エチレングリコールジエチルエーテル（別名１，２―ジエトキシエタン） 629-14-1 0.3 0.1

Ｎ，Ｎ′―エチレンビス（ジチオカルバミン酸）マンガン（別名マンネブ） 12427-38-2 0.3 0.1

エフェドリン 299-42-3 0.3 0.1
塩化アクリロイル 814-68-6 1 1
塩基性フタル酸鉛 57142-78-6 0.1 0.1
１，１′―オキシビス（２，３，４，５，６―ペンタブロモベンゼン）
（別名デカブロモジフェニルエーテル） 1163-19-5 0.3 0.1

オキシラン―２―カルボキサミド 5694-00-8 0.1 0.1
オクタクロルテトラヒドロメタノフタラン 297-78-9 1 0.1
オクタブロモジフェニルエーテル 32536-52-0 0.3 0.1 異性体あり

労働安全衛生法施行令別表第9に追加する234物質及びその裾切値一覧

※　裾切値は、含有量がその値未満の場合に労働安全衛生法第57条の表示・第57条の２の通知の義務対象とならない値である。

※　CAS登録番号（CAS RN）は参考として示したものである。構造異性体等が存在する場合には異なるCAS登録番号が割り振られること
があるが、対象物質の当否の判断は物質名で行う。
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オクタメチルピロホスホルアミド（別名シュラーダン） 152-16-9 1 1
オクチルアミン（別名モノオクチルアミン） 111-86-4 1 1
過酢酸 79-21-0 1 1

キノリン及びその塩酸塩 91-22-5,
530-64-3（塩酸塩） 0.1 0.1

２―クロロエタンスルホニル＝クロリド 1622-32-8 1 1

Ｎ―（２―クロロエチル）―Ｎ′―シクロヘキシル―Ｎ―ニトロソ尿素 13010-47-4 0.1 0.1

Ｎ―（２―クロロエチル）―Ｎ―ニトロソ―Ｎ′―［（２Ｒ，３Ｒ，
４Ｓ，５Ｒ）―３，４，５，６―テトラヒドロキシ―１―オキソヘキ
サン―２―イル］尿素

54749-90-5 0.1 0.1

Ｎ―（２―クロロエチル）―Ｎ′―（４―メチルシクロヘキシル）―Ｎ
―ニトロソ尿素 13909-09-6 0.1 0.1

２―クロロ―Ｎ―（エトキシメチル）―Ｎ―（２―エチル―６―メチル
フェニル）アセトアミド 34256-82-1 0.1 0.1

クロロぎ酸エチル（別名クロロ炭酸エチル） 541-41-3 1 1
３―クロロ―Ｎ―（３―クロロ―５―トリフルオロメチル―２―ピリジ
ル）―アルファ，アルファ，アルファ―トリフルオロ―２，６―ジニトロ―パ
ラ―トルイジン（別名フルアジナム）

79622-59-6 0.3 0.1

クロロ炭酸フェニルエステル 1885-14-9 1 1
１―クロロ―４―（トリクロロメチル）ベンゼン 5216-25-1 0.1 0.1
クロロトリフルオロエタン（別名ＨＣＦＣ―１３３） 75-88-7 0.3 0.1
２―クロロニトロベンゼン 88-73-3 0.1 0.1
３―（６―クロロピリジン―３―イルメチル）―１，３―チアゾリジン―
２―イリデンシアナミド（別名チアクロプリド） 111988-49-9 0.3 0.1

４―［４―（４―クロロフェニル）―４―ヒドロキシピペリジン―１―イ
ル］―１―（４―フルオロフェニル）ブタン―１―オン（別名ハロペリ
ドール）

52-86-8 0.3 0.1

３―クロロ―１，２―プロパンジオール 96-24-2 0.3 0.1

１―クロロ―２―メチル―１―プロペン（別名１―クロロイソブチレン） 513-37-1 1 0.1

コレカルシフェロール（別名ビタミンＤ３） 67-97-0 0.3 0.1
酢酸マンガン（Ⅱ） 638-38-0 0.3 0.1
三塩化ほう素 10294-34-5 0.3 0.1
ジアセトキシプロペン 869-29-4 1 1
（ＳＰ―４―２）―ジアンミンジクロリド白金（別名シスプラチン） 15663-27-1 0.1 0.1
ジイソブチルアミン 110-96-3 1 1
２，３：４，５―ジ―Ｏ―イソプロピリデン―１―Ｏ―スルファモイル
―ベータ―Ｄ―フルクトピラノース 97240-79-4 0.3 0.1

ジイソプロピル―S―（エチルスルフィニルメチル）―ジチオホスフェイト 5827-05-4 1 1
Ｎ，Ｎ―ジエチル亜硝酸アミド 55-18-5 0.1 0.1
ジエチル―４―クロルフェニルメルカプトメチルジチオホスフェイト 786-19-6 1 0.1
ジエチル―１―（２′，４′―ジクロルフェニル）―２―クロルビニルホス
フェイト 470-90-6 1 1

ジエチル―（１，３―ジチオシクロペンチリデン）―チオホスホルアミド 333-29-9 1 1
ジエチルスチルベストロール（別名スチルベストロール） 56-53-1 0.1 0.1
ジエチルホスホロクロリドチオネート 2524-04-1 1 1
ジエチレングリコールモノメチルエーテル（別名メチルカルビトール） 111-77-3 0.3 0.1
２―（１，３―ジオキソラン―２―イル）―フェニル―Ｎ―メチルカル
バメート 6988-21-2 0.3 0.1

シクロスポリン 79217-60-0 0.1 0.1
シクロヘキシミド 66-81-9 0.3 0.1

シクロホスファミド及びその一水和物
50-18-0,
6055-19-2（一水和
物）

0.1 0.1

２，４―ジクロルフェニル４′―ニトロフェニルエーテル（別名ＮＩＰ） 1836-75-5 0.3 0.1

４，４′―（２，２―ジクロロエタン―１，１―ジイル）ジ（クロロベン
ゼン） 72-54-8 0.1 0.1
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ジクロロエチルホルマール 111-91-1 1 1
４，４′―（２，２―ジクロロエテン―１，１―ジイル）ジ（クロロベン
ゼン） 72-55-9 0.1 0.1

１，４―ジクロロ―２―ニトロベンゼン 89-61-2 0.1 0.1
２，４―ジクロロ―１―ニトロベンゼン 611-06-3 0.1 0.1
２，２―ジクロロ―Ｎ―［２―ヒドロキシ―１―（ヒドロキシメチル）
―２―（４―ニトロフェニル）エチル］アセトアミド（別名クロラムフェニ
コール）

56-75-7 0.1 0.1

（ＲＳ）―３―（３，５―ジクロロフェニル）―５―メチル―５―ビ
ニル―１，３―オキサゾリジン―２，４―ジオン（別名ビンクロゾリン） 50471-44-8 0.3 0.1

３―（３，４―ジクロロフェニル）―１―メトキシ―１―メチル尿素
（別名リニュロン） 330-55-2 0.3 0.1

（ＲＳ）―２―（２，４―ジクロロフェノキシ）プロピオン酸（別名ジ
クロルプロップ） 120-36-5 0.3 0.1

ジシアノメタン（別名マロノニトリル） 109-77-3 1 1
ジナトリウム＝４―アミノ―３―［４′―（２，４―ジアミノフェニルア
ゾ）―１，１′―ビフェニル―４―イルアゾ］―５―ヒドロキシ―６―
フェニルアゾ―２，７―ナフタレンジスルホナート（別名ＣＩダイレクトブ
ラック３８）

1937-37-7 0.1 0.1

２，６―ジニトロトルエン 606-20-2 0.1 0.1
２，４―ジニトロフェノール 51-28-5 1 0.1
２，４―ジニトロ―６―（１―メチルプロピル）―フェノール 88-85-7 1 0.1
ジビニルスルホン（別名ビニルスルホン） 77-77-0 1 1
２―ジフェニルアセチル―１，３―インダンジオン 82-66-6 1 1
５，５―ジフェニル―２，４―イミダゾリジンジオン 57-41-0 0.1 0.1
ジプロピル―４―メチルチオフェニルホスフェイト 7292-16-2 1 1
ジベンゾ［ａ，ｊ］アクリジン 224-42-0 0.1 0.1
ジベンゾ［ａ，ｈ］アントラセン（別名１，２：５，６―ジベンゾアン
トラセン） 53-70-3 0.1 0.1

（４―［［４―（ジメチルアミノ）フェニル］（フェニル）メチリデン］シ
クロヘキサ―２，５―ジエン―１―イリデン）（ジメチル）アンモニウム
＝クロリド（別名マラカイトグリーン塩酸塩）

569-64-2 0.1 0.1

Ｎ，Ｎ―ジメチルエチルアミン 598-56-1 1 1
３，７―ジメチルキサンチン（別名テオブロミン） 83-67-0 0.3 0.1
Ｎ，Ｎ―ジメチルチオカルバミン酸Ｓ―４―フェノキシブチル（別名フェノ
チオカルブ） 62850-32-2 0.3 0.1

Ｏ，Ｏ―ジメチル―チオホスホリル＝クロリド 2524-03-0 1 1
１，１′―ジメチル―４，４′―ビピリジニウム塩 4685-14-7 1 0.1 ＊１
（１Ｒ，３Ｒ）―２，２―ジメチル―３―（２―メチル―１―プロ
ペニル）シクロプロパンカルボン酸（５―フェニルメチル―３―フラニル）メ
チル

28434-01-7 0.3 0.1

１，２―ジメトキシエタン 110-71-4 0.3 0.1
十三酸化八ほう素二ナトリウム四水和物 12280-03-4 0.3 0.1
硝酸リチウム 7790-69-4 0.3 0.1
Ｌ―セリル―Ｌ―バリル―Ｌ―セリル―Ｌ―グルタミル―Ｌ―イソロイシ
ル―Ｌ―グルタミニル―Ｌ―ロイシル―Ｌ―メチオニル―Ｌ―ヒスチジル
―Ｌ―アスパラギニル―Ｌ―ロイシルグリシル―Ｌ―リシル―Ｌ―ヒスチ
ジル―Ｌ―ロイシル―Ｌ―アスパラギニル―Ｌ―セリル―Ｌ―メチオニル
―Ｌ―グルタミル―Ｌ―アルギニル―Ｌ―バリル―Ｌ―グルタミル―Ｌ
―トリプトフィル―Ｌ―ロイシル―Ｌ―アルギニル―Ｌ―リシル―Ｌ―リシ
ル―Ｌ―ロイシル―Ｌ―グルタミニル―Ｌ―アスパルチル―Ｌ―バリル―
Ｌ―ヒスチジル―Ｌ―アスパラギニル―Ｌ―フェニルアラニン（別名テリパ
ラチド）

52232-67-4 0.1 0.1

ダイオキシン類（塩素化ビフェニル（別名PCB）に該当するものを除
く。） 0.3 0.1 ＊２

３―（４―ターシャリ―ブチルフェニル）―２―メチルプロパナール 80-54-6 0.3 0.1
炭酸リチウム 554-13-2 0.3 0.1
２―（１，３―チアゾール―４―イル）―１H―ベンゾイミダゾール 148-79-8 0.3 0.1
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２―チオキソ―３，５―ジメチルテトラヒドロ―２Ｈ―１，３，５―チ
アジアジン（別名ダゾメット） 533-74-4 0.3 0.1

チオりん酸Ｏ，Ｏ―ジエチル―Ｏ―（２―ピラジニル）（別名チオナジ
ン） 297-97-2 1 1

デキストラン鉄 9004-66-4 0.1 0.1
１，２，３，４―テトラクロロベンゼン 634-66-2 0.3 0.1

２，３，５，６―テトラフルオロ―４―メチルベンジル=（Ｚ）―３―
（２―クロロ―３，３，３―トリフルオロ―１―プロペニル）―２，２
―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート（別名テフルトリン）

79538-32-2 1 1

テトラメチル尿素 632-22-4 0.3 0.1
（１′Ｓ―トランス）―７―クロロ―２′，４，６―トリメトキシ―６′―
メチルスピロ［ベンゾフラン―２（３Ｈ），１′―シクロヘキサ―２′―エ
ン］―３，４′―ジオン（別名グリセオフルビン）

126-07-8 0.1 0.1

トリウム＝ビス（エタンジオアート） 2040-52-0 0.1 0.1
トリエチレンチオホスホルアミド（別名チオテパ） 52-24-4 0.1 0.1
トリクロロアセトアルデヒド（別名クロラール） 75-87-6 0.1 0.1
２，２，２―トリクロロ―１，１―エタンジオール（別名抱水クロラー
ル） 302-17-0 0.1 0.1

トリクロロ（フェニル）シラン 98-13-5 1 1
トリニトロレゾルシン鉛 15245-44-0 0.1 0.1
トリブチルアミン 102-82-9 1 1 異性体あり
２，４，６―トリメチルアニリン（別名メシジン） 88-05-1 1 1
１，３，７―トリメチルキサンチン（別名カフェイン） 58-08-2 0.3 0.1
１，１，１―トリメチロールプロパントリアクリル酸エステル 15625-89-5 0.3 0.1
５―［（３，４，５―トリメトキシフェニル）メチル］ピリミジン―２，
４―ジアミン 738-70-5 0.3 0.1

ナトリウム＝２―プロピルペンタノアート 1069-66-5 0.3 0.1
ナフタレン―１，４―ジオン 130-15-4 1 1

二酢酸ジオキシドウラン（Ⅵ）及びその二水和物
541-09-3,
6159-44-0（二水和
物）

0.1 0.1

二硝酸ジオキシドウラン（Ⅵ）六水和物 13520-83-7 0.1 0.1
６―ニトロクリセン 7496-02-8 0.1 0.1
Ｎ―ニトロソフェニルヒドロキシルアミンアンモニウム塩 135-20-6 0.1 0.1
１―ニトロピレン 5522-43-0 0.1 0.1
１―（４―ニトロフェニル）―３―（３―ピリジルメチル）ウレア 53558-25-1 1 1
二ナトリウム=エタン―１，２―ジイルジカルバモジチオアート 142-59-6 0.3 0.1
発煙硫酸 8014-95-7 0.1 0.1
パラ―エトキシアセトアニリド（別名フェナセチン） 62-44-2 0.1 0.1
パラ―クロロ―アルファ，アルファ，アルファ―トリフルオロトルエン 98-56-6 0.1 0.1
パラ―クロロトルエン 106-43-4 0.3 0.1
パラ―ターシャリ―ブチル安息香酸 98-73-7 0.3 0.1
パラ―ニトロ安息香酸 62-23-7 0.3 0.1
パラ―メトキシニトロベンゼン 100-17-4 0.1 0.1
２，２′―ビオキシラン 1464-53-5 0.1 0.1
４―［４―［ビス（２―クロロエチル）アミノ］フェニル］ブタン酸 305-03-3 0.1 0.1
Ｎ，Ｎ―ビス（２―クロロエチル）―２―ナフチルアミン 494-03-1 0.1 0.1
Ｎ，Ｎ′―ビス（２―クロロエチル）―Ｎ―ニトロソ尿素 154-93-8 0.1 0.1
ビス（２―クロロエチル）メチルアミン（別名ＨＮ２） 51-75-2 0.1 0.1
ビス（３，４―ジクロロフェニル）ジアゼン 14047-09-7 0.1 0.1
２，２―ビス（４′―ハイドロキシ―３′，５′―ジブロモフェニル）プロパ
ン 79-94-7 0.1 0.1

５，８―ビス［２―（２―ヒドロキシエチルアミノ）エチルアミノ］―
１，４―アントラキノンジオール＝二塩酸塩 70476-82-3 0.3 0.1

３，３―ビス（４―ヒドロキシフェニル）―１，３―ジヒドロイソベンゾフ
ラン―１―オン（別名フェノールフタレイン） 77-09-8 0.3 0.1

Ｓ，Ｓ―ビス（１―メチルプロピル）＝Ｏ―エチル＝ホスホロジチオアー
ト（別名カズサホス） 95465-99-9 1 0.1

ヒドラジンチオカルボヒドラジド 2231-57-4 1 1
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２―ヒドロキシアセトニトリル 107-16-4 1 1
３―ヒドロキシ―１，３，５（１０）―エストラトリエン―１７―オン
（別名エストロン） 53-16-7 0.1 0.1

８―ヒドロキシキノリン（別名８―キノリノール） 148-24-3 0.3 0.1

（５Ｓ，５ａＲ，８ａＲ，９Ｒ）―９―（４―ヒドロキシ―３，
５―ジメトキシフェニル）―８―オキソ―５，５ａ，６，８，８ａ，
９―ヘキサヒドロフロ［３′，４′：６，７］ナフト［２，３―ｄ］
［１，３］ジオキソール―５―イル＝４，６―Ｏ―［（Ｒ）―エチリ
デン］―ベータ―Ｄ―グルコピラノシド（別名エトポシド）

33419-42-0 0.1 0.1

（５Ｓ，５ａＲ，８ａＲ，９Ｒ）―９―（４―ヒドロキシ―３，
５―ジメトキシフェニル）―８―オキソ―５，５ａ，６，８，８ａ，
９―ヘキサヒドロフロ［３′，４′：６，７］ナフト［２，３―ｄ］
［１，３］ジオキソール―５―イル＝４，６―Ｏ―［（Ｒ）―２―
チエニルメチリデン］―ベータ―Ｄ―グルコピラノシド（別名テニポシド）

29767-20-2 0.1 0.1

Ｎ―（ヒドロキシメチル）アクリルアミド 924-42-5 0.3 0.1
４―ビニルピリジン 100-43-6 1 0.1
フィゾスチグミン（別名エセリン） 57-47-6 1 1
フェニルアセトニトリル（別名シアン化ベンジル） 140-29-4 1 1
２―（フェニルパラクロルフェニルアセチル）―１，３―インダンジオン 3691-35-8 0.3 0.1
フタル酸ジイソブチル 84-69-5 0.3 0.1
フタル酸ジシクロヘキシル 84-61-7 0.3 0.1

フタル酸ジヘキシル

84-75-3（フタル酸ジヘ
キシル）,
71850-09-4（フタル
酸ジイソヘキシル）,
68515-50-4（直鎖及
び分枝）

0.3 0.1 異性体あり

フタル酸ジペンチル 131-18-0 0.3 0.1 異性体あり
フタル酸ノルマル―ブチル＝ベンジル 85-68-7 0.3 0.1
ブタン―１，４―ジイル＝ジメタンスルホナート 55-98-1 0.1 0.1
ブチルイソシアネート 111-36-4 1 0.1 異性体あり
ブチルリチウム 109-72-8 0.3 0.1 異性体あり

弗素エデン閃
セン

石 - 0.1 0.1
５―フルオロウラシル 51-21-8 0.3 0.1
プロパンニトリル（別名プロピオノニトリル） 107-12-0 0.3 0.1
２―プロピル吉草酸 99-66-1 0.3 0.1
Ｎ，Ｎ′―プロピレンビス（ジチオカルバミン酸）と亜鉛の重合物（別名
プロピネブ） 12071-83-9 0.1 0.1

ブロムアセトン 598-31-2 1 1
ブロモジクロロ酢酸 71133-14-7 0.1 0.1
ヘキサブロモシクロドデカン 25637-99-4 0.3 0.1 異性体あり
ヘキサメチルパラローズアニリンクロリド（別名クリスタルバイオレット） 548-62-9 0.1 0.1
ペルフルオロ（オクタン―１―スルホン酸）（別名ＰＦＯＳ） 1763-23-1 0.3 0.1
ペルフルオロノナン酸 375-95-1 0.3 0.1 異性体あり
ペンタカルボニル鉄 13463-40-6 1 1
ほう酸アンモニウム 12007-89-5 0.3 0.1
ポリ［グアニジン―Ｎ，Ｎ′―ジイルヘキサン―１，６―ジイルイミノ（イ
ミノメチレン）］塩酸塩 27083-27-8 1 0.1

メタクリル酸２―イソシアナトエチル 30674-80-7 1 1
メタクリル酸２，３―エポキシプロピル 106-91-2 0.1 0.1
メタクリル酸クロリド 920-46-7 1 1
メタクリル酸２―（ジエチルアミノ）エチル 105-16-8 0.3 0.1
メタバナジン酸アンモニウム 7803-55-6 0.1 0.1
メタンスルホニル＝クロリド 124-63-0 1 1
メタンスルホニル＝フルオリド 558-25-8 1 1
メチル＝イソチオシアネート 556-61-6 1 1
メチルイソプロペニルケトン 814-78-8 1 1
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メチル＝カルボノクロリダート 79-22-1 1 1
メチル＝３―クロロ―５―（４，６―ジメトキシ―２―ピリミジニルカル
バモイルスルファモイル）―１―メチルピラゾール―４―カルボキシラート
（別名ハロスルフロンメチル）

100784-20-1 0.3 0.1

Ｎ―メチルジチオカルバミン酸（別名カーバム） 144-54-7 0.3 0.1
メチル―Ｎ′，Ｎ′―ジメチル―Ｎ―［（メチルカルバモイル）オキシ］―
１―チオオキサムイミデート（別名オキサミル） 23135-22-0 1 0.1

N―メチル―N―ニトロソ尿素 684-93-5 0.1 0.1
N―メチル―N′―ニトロ―N―ニトロソグアニジン 70-25-7 0.1 0.1
３―（１―メチル―２―ピロリジニル）ピリジン硫酸塩（別名ニコチン
硫酸塩） 65-30-5 1 0.1

３―メチル―１―（プロパン―２―イル）―１Ｈ―ピラゾール―５―イ
ル＝ジメチルカルバマート 119-38-0 1 1

メチル―（４―ブロム―２，５―ジクロルフェニル）―チオノベンゼンホス
ホネイト 21609-90-5 0.3 0.1

メチル＝ベンゾイミダゾール―２―イルカルバマート（別名カルベンダジ
ム） 10605-21-7 0.1 0.1

メチルホスホン酸ジクロリド 676-97-1 1 1
メチルホスホン酸ジメチル 756-79-6 0.1 0.1
Ｎ―メチルホルムアミド 123-39-7 0.3 0.1
２―メチル―１―［４―（メチルチオ）フェニル］―２―モルホリノ―
１―プロパノン 71868-10-5 0.3 0.1

７―メチル―３―メチレン―１，６―オクタジエン 123-35-3 0.3 0.1
４，４′―メチレンビス（Ｎ，Ｎ―ジメチルアニリン） 101-61-1 0.1 0.1
メチレンビスチオシアネート 6317-18-6 1 0.1
４，４′―メチレンビス（２―メチルシクロヘキサンアミン） 6864-37-5 1 1
メトキシ酢酸 625-45-6 0.3 0.1
４―メトキシ―７Ｈ―フロ［３，２―ｇ］［１］ベンゾピラン―７―
オン 484-20-8 0.1 0.1

９―メトキシ―７Ｈ―フロ［３，２―ｇ］［１］ベンゾピラン―７―
オン 298-81-7 0.1 0.1

４―メトキシベンゼン―１，３―ジアミン硫酸塩 39156-41-7 0.1 0.1
６―メルカプトプリン 50-44-2 0.1 0.1
２―メルカプトベンゾチアゾール 149-30-4 0.1 0.1
モノフルオール酢酸 144-49-0 1 1
モノフルオール酢酸アミド 640-19-7 1 0.1
モノフルオール酢酸パラブロムアニリド 351-05-3 1 1
四ナトリウム＝６，６′―［（３，３′―ジメトキシ［１，１′―ビフェニ
ル］―４，４′―ジイル）ビス（ジアゼニル）］ビス（４―アミノ―５―
ヒドロキシナフタレン―１，３―ジスルホナート）

2610-05-1 0.1 0.1

四ナトリウム＝６，６′―［（［１，１′―ビフェニル］―４，４′―ジ
イル）ビス（ジアゼニル）］ビス（４―アミノ―５―ヒドロキシナフタレン
―２，７―ジスルホナート）

2602-46-2 0.1 0.1

ラクトニトリル（別名アセトアルデヒドシアンヒドリン） 78-97-7 1 1
ラサロシド 11054-70-9 0.3 0.1
リチウム＝ビス（トリフルオロメタンスルホン）イミド 90076-65-6 0.3 0.1
硫化カリウム 1312-73-8 1 1
りん酸トリス（２―クロロエチル） 115-96-8 0.3 0.1
りん酸トリス（ジメチルフェニル） 25155-23-1 0.3 0.1
りん酸トリトリル 1330-78-5 0.3 0.1 ＊３
りん酸トリメチル 512-56-1 0.1 0.1

＊２　ダイオキシン類のうち、労働安全衛生法施行令別表第３第１号第一類物質の「塩素化ビフェニル（別名PCB）」に該当する「コプラ
ナーポリ塩化ビフェニル」を除いたもの。ダイオキシン類（塩素化ビフェニル（別名PCB）に該当するものを除く。）のうち、２，３，７，８―テ
トラクロロジベンゾ―１，４―ジオキシンの裾切値は、現行規定どおり表示0.1%、通知0.1%
＊３　りん酸トリトリルのうち、りん酸トリ（オルト―トリル）の裾切値は、現行規定どおり表示1%、通知1%

＊１　１，１′―ジメチル―４，４′―ビピリジニウム塩のうち、１，１′―ジメチル―４，４′―ビピリジニウム＝ジクロリド（別名パラコート）及
び１，１′―ジメチル―４，４′―ビピリジニウム二メタンスルホン酸塩の裾切値は、現行規定どおり表示1%、通知1%
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ＧＨＳ国連勧告と改正労働安全衛生法の記載項目の関係

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

注意喚起語

化学物質等及び会社情報（GHSの
製品特定手段）

化学物質等及び会社情報（供給者名
の氏名、住所及び電話番号）

第１号「名称」

危険有害性の要約（ＧＨＳ分類、注意
書きを含むＧＨＳラベル要素、分類に
関係しない他の危険有害性）

組成、成分情報

応急措置

火災時の措置

漏出時の措置

取扱い及び保管上の注意

ばく露防止及び人に対する保護措置

物理的及び化学的性質

安定性及び反応性

有害性情報

環境影響情報

廃棄上の注意

第２号「成分及びその含有量」

第６号「流出その他の事故が発生し
た場合において講ずべき応急の措
置」

第５号「貯蔵又は取扱い上の注意」

第３号「物理的及び化学的性質」

第４号「人体に及ぼす作用」

第５号「貯蔵又は取扱い上の注意」
輸送上の注意

適用法令 第4号「適用される法令」

第５号「その他参考となる事項」

第３号「安定性及び反応性」

第５号「その他参考となる事項」

第２号「危険性又は有害性の要約」

ＳＤＳの作成と改訂に関する情報を
含むその他の情報

危険有害性情報（危険性情報）

第２号「注意喚起語」

第３号「安定性及び反応性」

第１号ハ「人体に及ぼす作用」

第１号ニ「貯蔵又は取扱い上の注意」

第１号イ「名称」

第１号ロ「成分」

第２号「当該物を取り扱う労働者に
注意を喚起するための標章で厚生
労働大臣が定めるもの」

【法第五十七条第一項第二号の規定
に基づき厚生労働大臣が定める標
章を定める告示】

第１号「法第五十七条第一項の規定
による表示をする者の氏名（法人に
あつては、その名称）、住所及び電話
番号」

第１号「法第五十七条の二第一項の
規定による通知を行う者の氏名（法
人にあつては、その名称）、住所及び
電話番号」

危険有害性情報（有害性情報）

注意書き

絵表示

製品特定名（製品の特定名）

製品特定名（物質の化学的特定名）

供給者の特定

ＧＨＳ国連勧告 改正労働安全衛生法第５７条 改正労働安全衛生規則第３3条・告示

ＧＨＳ国連勧告 改正労働安全衛生法第５７条の２ 改正労働安全衛生規則第3４条の２の４

2

１　表示

２　文書交付

3

4

5

6

9 改正労働安全衛生法・関係法令10

１　表示

労働安全衛生法（抄）

第五十七条　爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベ
　ンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は
　前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、
　その容器又は包装（容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器）に次に掲げ
　るものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供する
　ためのものについては、この限りでない。
　一　次に掲げる事項
　　イ　名称
　　ロ　成分
　　ハ　人体に及ぼす作用
　　ニ　貯蔵又は取扱い上の注意
　　ホ　イからニまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
　二　当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの
２　前項の政令で定める物又は前条第一項の物を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者
　は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交
　付しなければならない。

労働安全衛生規則（抄）
　（名称等の表示）
第三十二条　法第五十七条第一項の規定による表示は、当該容器又は包装に、同項各号に掲げるもの（以下この
　条において「表示事項等」という。）を印刷し、又は表示事項等を印刷した票せんをはりつけて行わなければなら
　ない。ただし、当該容器又は包装に表示事項等のすべてを印刷し、又は表示事項等のすべてを印刷した票せん
　をはりつけることが困難なときは、表示事項等のうち同項第一号ハからホまで及び同項第二号に掲げるものに
　ついては、これらを印刷した票せんを容器又は包装に結びつけることにより表示することができる。
第三十三条　法第五十七条第一項第一号ホの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
　一　法第五十七条第一項の規定による表示をする者の氏名（法人にあつては、その名称）、住所及び電話番号
　二　注意喚起語
　三　安定性及び反応性

厚生労働省告示第六百十九号
　労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第五十七条第一項第二号の規定に基づき、労働安全衛生法第
五十七条第一項第二号の厚生労働大臣が定める標章を次のように定める。

平成十八年十月二十日　　
厚生労働大臣　柳澤　伯夫

　　　労働安全衛生法第五十七条第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める標章

　労働安全衛生法（以下「法」という。）第五十七条第一項第二号の厚生労働大臣が定める標章は、日本工業規格
Ｚ七二五一（ＧＨＳに基づく化学物質等の表示） ただし、に定める絵表示とする。 法第五十七条第一項の容器又は
包装に次に掲げる標札若しくは標識又はラベルが付されている場合にあっては、当該標札若しくは標識又はラベ
ルに示される記号とする。
　一　船舶による危険物の運送基準等を定める告示（昭和五十四年運輸省告示第五百四十九号）第一号様式に
　　掲げる標札又は標識
　二　航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示（昭和五十八年運輸省告示第五百七十二号）第二号様
　　式に掲げるラベル

（表示等）

�
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国連
GHS

6

表示による情報伝達

絵表示の優先順位

絵表示について

急性毒性
（区分 ～区分 ）

【どくろ】

酸化性ガス
酸化性液体
酸化性固体

【円上の炎】
爆発物 不安定爆発物、
等級 ～ ）
自己反応性化学品（タイ
プ 、 ）
有機過酸化物（タイプ
、 ）

【爆弾の爆発】

高圧ガス

【ガスボンベ】
金属腐食性化学品
皮膚腐食性
眼に対する重篤な損傷性

【腐食性】

水生環境有害性
（短期（急性）区分 、
長期（慢性）区分 、
長期（慢性）区分 ）

【環境】
呼吸器感作性
生殖細胞変異原性
発がん性
生殖毒性（区分 、区分 ）
特定標的臓器毒性（単回ば
く露）（区分 、区分 ）
特定標的臓器毒性（反復ば
く露）（区分 、区分 ）
誤えん有害性

【健康有害性】

可燃性（区分 ）
自然発火性ガス
エアゾール（区分１、区分 ）
引火性液体（区分 ～ ）
可燃性固体
自己反応性化学品（タイプ ～ ）
自然発火性液体
自然発火性固体
自己発熱性化学品
水反応可燃性化学品
有機過酸化物（タイプ ～ ）
鈍性化爆発物

【炎】

急性毒性（区分 ）
皮膚刺激性（区分 ）
眼刺激性（区分 ）
皮膚感作性
特定標的臓器毒性（単回ば
く露）（区分 ）
オゾン層への有害性

【感嘆符】

では、 種類の絵表示（ ）が決められており、危険有害性区分に応じ表示すること
となっています。

複数の危険有害性を持つ化学品の場合、複数の絵表示を表示することが原則ですが、健康有害性の絵
表示には優先順位があります。

＞

＞

＞

の絵表示は全ての より優先
＝ の絵表示が付いた場合、 は付かない

の絵表示は より優先
＝ の絵表示が付いた場合、

皮膚・眼刺激性に関する は付かない

の絵表示は より優先
＝呼吸器感作性に関する の絵表示が付いた場合、
皮膚感作性と皮膚・眼刺激性に関する は付かない
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危　険

エチレンイミン

(XXXX)
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXX

ラベル表示の例3

注意喚起語

人体に
及ぼす作用

貯蔵または
取り扱い上
の注意

氏名（法人名）
住所（所在地）
電話番号

（ラベルの記載例）

エチレンイミン

危険

Ethyleneimine
（成分：エチレンイミン）

＜危険有害性情報＞

・引火性の高い液体および蒸気
・飲み込むと生命に危険（経口）
・皮膚に接触すると生命に危険（経皮）
・吸入すると生命に危険（蒸気）
・重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷
・アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
・遺伝性疾患のおそれ
・発がんのおそれの疑い
・生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い
・中枢神経系、腎臓、肝臓、肺の障害
・呼吸器への刺激のおそれ
・長期または反復ばく露による腎臓、肝臓、呼吸器系の障害
・水生生物に有害
・長期的影響により水生生物に有害

＜注意書き＞

名称

標章（絵表示）

成分
（含有量は不要）

安定性およ
び反応性

厚労株式会社
 東京都千代田区霞が関○－○－○

・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
・使用前に取扱説明書を入手すること。
・この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
・熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。ー禁煙。
・防爆型の電気機器、換気装置、照明機器を使用すること。
・静電気放電や火花による引火を防止すること。
・個人用保護具や換気装置を使用し、ばく露を避けること。
・呼吸用保護具、保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。
・屋外または換気の良い区域でのみ使用すること。
・眼、皮膚または衣類に付けないこと。
・ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。
・取り扱い後はよく手を洗うこと。
・汚染された作業衣を作業場から出さないこと。
・環境への放出を避けること。

【安全対策】

・火災の場合には適切な消火方法をとること。
・吸入した場合、空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
・飲み込んだ場合、口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
・汚染された保護衣を再使用する場合には洗濯すること。
・ばく露またはその懸念がある場合、医師の診断、手当てを受けること。
・飲み込んだ場合、直ちに医師の診断、手当てを受けること。口をすすぐこと。
・眼に入った場合、直ちに医師の診断、手当てを受けること。
・気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。
・吸入した場合、直ちに医師の診断、手当てを受けること。
・皮膚に付着した場合、直ちに医師の診断、手当てを受けること。
・皮膚刺激または発疹がおきた場合は、医師の診断、手当てを受けること。

【救急処置】

・容器を密閉して涼しく換気の良いところで施錠して保管すること。
【保管】

・内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。
【廃棄】

●ラベルには標章（絵表示）および以下の事項を明記してください。
名称／成分／人体に及ぼす作用／貯蔵または取り扱い上の注意／
表示する者の氏名、住所、電話番号／注意喚起語／安定性お
よび反応性

製品 D
？

混合物のラベル表示方法4

①製品Ｄの分類で表示する場合

危険有害性情報
１．引火性液体
２．飲み込むと有害（経口）

Ａ

Ｂ

②成分ごとに表示する場合

※数字が小さいほど危険有害性が高い

危険

氏名（法人名）、住所および電話番号

（含有率）

引火性液体

急 性 毒 性

皮膚感作性

発 が ん 性

3

4

－

－

1

1

－

1

－

－

1

－

－

1

1

1

原料 Ａ

表示対象物質Ａ
（3%）

表示対象物質B
（2%）

表示対象でない物質Ｃ
（95%）

原料 B 原料 C

危険有害性情報
１．飲み込むと生命に危険（経口）
２．アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれ
３．発がんのおそれ

注意書き

製品Ｄ（成分：Ａ、Ｂ、Ｃ） 製品Ｄ（成分：Ａ、Ｂ、Ｃ）

警告

危険

注意書き

氏名（法人名）、住所および電話番号

危険有害性情報
１．極めて引火性の高い液体
２．飲み込むと生命に危険（経口）
３．発がんのおそれ

危
険
有
害
性
の

ク
ラ
ス
・
区
分

　表示義務対象物質である原料Ａ、Ｂと表示義務対象でない原料Ｃを混合して、製品Ｄを製造する場合の製品Ｄ
のラベル表示方法を示します。

＜名　称＞　　製品名などを記載してください。

＜成　分＞　　含有する表示義務対象物質の名称を記載してください。なお、表示義務対象物質以外の成分につ
いても、できる限り記載してください。

＜注意喚起語＞、＜人体に及ぼす作用＞、＜安定性および反応性＞
　原則として、以下の①のように、製品ＤについてＧＨＳ分類に従って表示しますが、製品ＤとしてＧＨＳ分類
がなされていない場合には、②のように、含有する表示義務対象物質の純物質としての情報を物質ごとに記載し
てください。

＜貯蔵または取り扱い上の注意＞
　化学物質へのばく露またはその不適切な貯蔵もしくは取り扱いから生じる被害を防止するために取るべき措
置を記述した文言を記載してください。

�
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危　険

エチレンイミン

(XXXX)
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXX

ラベル表示の例3

注意喚起語

人体に
及ぼす作用

貯蔵または
取り扱い上
の注意

氏名（法人名）
住所（所在地）
電話番号

（ラベルの記載例）

エチレンイミン

危険

Ethyleneimine
（成分：エチレンイミン）

＜危険有害性情報＞

・引火性の高い液体および蒸気
・飲み込むと生命に危険（経口）
・皮膚に接触すると生命に危険（経皮）
・吸入すると生命に危険（蒸気）
・重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷
・アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
・遺伝性疾患のおそれ
・発がんのおそれの疑い
・生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い
・中枢神経系、腎臓、肝臓、肺の障害
・呼吸器への刺激のおそれ
・長期または反復ばく露による腎臓、肝臓、呼吸器系の障害
・水生生物に有害
・長期的影響により水生生物に有害

＜注意書き＞

名称

標章（絵表示）

成分
（含有量は不要）

安定性およ
び反応性

厚労株式会社
 東京都千代田区霞が関○－○－○

・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
・使用前に取扱説明書を入手すること。
・この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
・熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。ー禁煙。
・防爆型の電気機器、換気装置、照明機器を使用すること。
・静電気放電や火花による引火を防止すること。
・個人用保護具や換気装置を使用し、ばく露を避けること。
・呼吸用保護具、保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。
・屋外または換気の良い区域でのみ使用すること。
・眼、皮膚または衣類に付けないこと。
・ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。
・取り扱い後はよく手を洗うこと。
・汚染された作業衣を作業場から出さないこと。
・環境への放出を避けること。

【安全対策】

・火災の場合には適切な消火方法をとること。
・吸入した場合、空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
・飲み込んだ場合、口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
・汚染された保護衣を再使用する場合には洗濯すること。
・ばく露またはその懸念がある場合、医師の診断、手当てを受けること。
・飲み込んだ場合、直ちに医師の診断、手当てを受けること。口をすすぐこと。
・眼に入った場合、直ちに医師の診断、手当てを受けること。
・気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。
・吸入した場合、直ちに医師の診断、手当てを受けること。
・皮膚に付着した場合、直ちに医師の診断、手当てを受けること。
・皮膚刺激または発疹がおきた場合は、医師の診断、手当てを受けること。

【救急処置】

・容器を密閉して涼しく換気の良いところで施錠して保管すること。
【保管】

・内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。
【廃棄】

●ラベルには標章（絵表示）および以下の事項を明記してください。
名称／成分／人体に及ぼす作用／貯蔵または取り扱い上の注意／
表示する者の氏名、住所、電話番号／注意喚起語／安定性お
よび反応性

製品 D
？

混合物のラベル表示方法4

①製品Ｄの分類で表示する場合

危険有害性情報
１．引火性液体
２．飲み込むと有害（経口）

Ａ

Ｂ

②成分ごとに表示する場合

※数字が小さいほど危険有害性が高い

危険

氏名（法人名）、住所および電話番号

（含有率）

引火性液体

急 性 毒 性

皮膚感作性

発 が ん 性

3

4

－

－

1

1

－

1

－

－

1

－

－

1

1

1

原料 Ａ

表示対象物質Ａ
（3%）

表示対象物質B
（2%）

表示対象でない物質Ｃ
（95%）

原料 B 原料 C

危険有害性情報
１．飲み込むと生命に危険（経口）
２．アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれ
３．発がんのおそれ

注意書き

製品Ｄ（成分：Ａ、Ｂ、Ｃ） 製品Ｄ（成分：Ａ、Ｂ、Ｃ）

警告

危険

注意書き

氏名（法人名）、住所および電話番号

危険有害性情報
１．極めて引火性の高い液体
２．飲み込むと生命に危険（経口）
３．発がんのおそれ

危
険
有
害
性
の

ク
ラ
ス
・
区
分

　表示義務対象物質である原料Ａ、Ｂと表示義務対象でない原料Ｃを混合して、製品Ｄを製造する場合の製品Ｄ
のラベル表示方法を示します。

＜名　称＞　　製品名などを記載してください。

＜成　分＞　　含有する表示義務対象物質の名称を記載してください。なお、表示義務対象物質以外の成分につ
いても、できる限り記載してください。

＜注意喚起語＞、＜人体に及ぼす作用＞、＜安定性および反応性＞
　原則として、以下の①のように、製品ＤについてＧＨＳ分類に従って表示しますが、製品ＤとしてＧＨＳ分類
がなされていない場合には、②のように、含有する表示義務対象物質の純物質としての情報を物質ごとに記載し
てください。

＜貯蔵または取り扱い上の注意＞
　化学物質へのばく露またはその不適切な貯蔵もしくは取り扱いから生じる被害を防止するために取るべき措
置を記述した文言を記載してください。

�
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ＧＨＳ国連勧告と改正労働安全衛生法の記載項目の関係

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

注意喚起語

化学物質等及び会社情報（GHSの
製品特定手段）

化学物質等及び会社情報（供給者名
の氏名、住所及び電話番号）

第１号「名称」

危険有害性の要約（ＧＨＳ分類、注意
書きを含むＧＨＳラベル要素、分類に
関係しない他の危険有害性）

組成、成分情報

応急措置

火災時の措置

漏出時の措置

取扱い及び保管上の注意

ばく露防止及び人に対する保護措置

物理的及び化学的性質

安定性及び反応性

有害性情報

環境影響情報

廃棄上の注意

第２号「成分及びその含有量」

第６号「流出その他の事故が発生し
た場合において講ずべき応急の措
置」

第５号「貯蔵又は取扱い上の注意」

第３号「物理的及び化学的性質」

第４号「人体に及ぼす作用」

第５号「貯蔵又は取扱い上の注意」
輸送上の注意

適用法令 第4号「適用される法令」

第５号「その他参考となる事項」

第３号「安定性及び反応性」

第５号「その他参考となる事項」

第２号「危険性又は有害性の要約」

ＳＤＳの作成と改訂に関する情報を
含むその他の情報

危険有害性情報（危険性情報）

第２号「注意喚起語」

第３号「安定性及び反応性」

第１号ハ「人体に及ぼす作用」

第１号ニ「貯蔵又は取扱い上の注意」

第１号イ「名称」

第１号ロ「成分」

第２号「当該物を取り扱う労働者に
注意を喚起するための標章で厚生
労働大臣が定めるもの」

【法第五十七条第一項第二号の規定
に基づき厚生労働大臣が定める標
章を定める告示】

第１号「法第五十七条第一項の規定
による表示をする者の氏名（法人に
あつては、その名称）、住所及び電話
番号」

第１号「法第五十七条の二第一項の
規定による通知を行う者の氏名（法
人にあつては、その名称）、住所及び
電話番号」

危険有害性情報（有害性情報）

注意書き

絵表示

製品特定名（製品の特定名）

製品特定名（物質の化学的特定名）

供給者の特定

ＧＨＳ国連勧告 改正労働安全衛生法第５７条 改正労働安全衛生規則第３3条・告示

ＧＨＳ国連勧告 改正労働安全衛生法第５７条の２ 改正労働安全衛生規則第3４条の２の４

2

１　表示

２　文書交付

3

4

5

6

9 改正労働安全衛生法・関係法令10

１　表示

労働安全衛生法（抄）

第五十七条　爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベ
　ンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は
　前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、
　その容器又は包装（容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器）に次に掲げ
　るものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供する
　ためのものについては、この限りでない。
　一　次に掲げる事項
　　イ　名称
　　ロ　成分
　　ハ　人体に及ぼす作用
　　ニ　貯蔵又は取扱い上の注意
　　ホ　イからニまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
　二　当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの
２　前項の政令で定める物又は前条第一項の物を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者
　は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交
　付しなければならない。

労働安全衛生規則（抄）
　（名称等の表示）
第三十二条　法第五十七条第一項の規定による表示は、当該容器又は包装に、同項各号に掲げるもの（以下この
　条において「表示事項等」という。）を印刷し、又は表示事項等を印刷した票せんをはりつけて行わなければなら
　ない。ただし、当該容器又は包装に表示事項等のすべてを印刷し、又は表示事項等のすべてを印刷した票せん
　をはりつけることが困難なときは、表示事項等のうち同項第一号ハからホまで及び同項第二号に掲げるものに
　ついては、これらを印刷した票せんを容器又は包装に結びつけることにより表示することができる。
第三十三条　法第五十七条第一項第一号ホの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
　一　法第五十七条第一項の規定による表示をする者の氏名（法人にあつては、その名称）、住所及び電話番号
　二　注意喚起語
　三　安定性及び反応性

厚生労働省告示第六百十九号
　労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第五十七条第一項第二号の規定に基づき、労働安全衛生法第
五十七条第一項第二号の厚生労働大臣が定める標章を次のように定める。

平成十八年十月二十日　　
厚生労働大臣　柳澤　伯夫

　　　労働安全衛生法第五十七条第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める標章

　労働安全衛生法（以下「法」という。）第五十七条第一項第二号の厚生労働大臣が定める標章は、日本工業規格
Ｚ七二五一（ＧＨＳに基づく化学物質等の表示） ただし、に定める絵表示とする。 法第五十七条第一項の容器又は
包装に次に掲げる標札若しくは標識又はラベルが付されている場合にあっては、当該標札若しくは標識又はラベ
ルに示される記号とする。
　一　船舶による危険物の運送基準等を定める告示（昭和五十四年運輸省告示第五百四十九号）第一号様式に
　　掲げる標札又は標識
　二　航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示（昭和五十八年運輸省告示第五百七十二号）第二号様
　　式に掲げるラベル

（表示等）

�
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厚厚生生労労働働行行政政推推進進調調査査事事業業費費補補助助金金  

（（政政策策科科学学総総合合研研究究事事業業（（政政策策科科学学推推進進研研究究事事業業））））  

分分担担研研究究報報告告書書  

労労働働安安全全衛衛生生法法第第 5599 条条かからら第第 6633 条条のの逐逐条条解解説説  

  
分担研究者 阿部 理香  九州国際大学法学部法律学科 

 
研究要旨 
本分担研究は、安衛法第 59 条から第 63 条（第 6章「労働者の就業に当たっての措置」に

ついて、立法趣旨や背景となった災害事例、関係判例、適用の実際等を調査し、現代的な課
題や論点について検討することを目的としている。 
適用の実際については、行政官等のインタビューを通じて得られた実際の運用や、行政実

務の現場で認識されている課題等を反映させている。 
第 6章は、労働災害を防止するためには、危険有害な機械や物質に対する規制をかけるだ

けでなく、それらを用いて実際に作業にあたる労働者自身が適切にそれらを取り扱う必要が
あるとの認識を前提に、様々な立場の者や各局面に適した段階的な教育を求めている点が特
徴的である。 
例えば、労働力不足に伴い高年齢者の雇用促進が労働政策上の課題となっているわが国に

おいては、他の年齢層以上に労働災害のリスクへの配慮が求められる中高年齢者等の安全衛
生上の適正配置は、労働安全衛生にかかる行政上の具体的戦略として、今後さらに重要性が
増していくものと思われる。関連するのは法 63 条であるが、同条は努力義務規定であるこ
とから、監督実務上、違反が切られるケースはほとんどないようである。しかし、裁判例で
は、直接の言及はないものの、同条の趣旨が汲まれていると推測されるものがあることが明
らかとなった。 
今後の安衛法改正の展望として、労働者の地位と局面の段階的な教育体制の中に、労働者

の特性―中高年齢者をはじめ、労働災害防止のために特に必要な教育・適正配置を取り込む
ことを検討する余地はあるのではないだろうか。少なくとも、安全衛生教育に対する国の支
援の充実が求められるように思われる。なお、就業上の配慮が必要な労働者は、中高年齢者
にとどまらない。中高年齢者「等」に該当するものとして、通達では身体障害者および出か
せぎ労働者が挙げられているが、その範囲には検討の余地があると思われる。また、安全衛
生教育が必要だとしても、その実効性をいかにして高めていくべきかについては、今後も検
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討すべき課題である。 



－1435－

分担研究報告書（阿部 理香） 

 

Ａ．研究目的 
本研究事業全体の目的は、以下の 3 点に

ある。 
①時代状況の変化に応じた法改正の方向

性を展望すること。 
②安衛法を関係技術者以外（文系学部出

身の事務系社員等）に浸透させ、社会一般へ
の普及を図ること。 
③安衛法に関する学問体系、安衛法研究

のための人と情報の交流のプラットフォー
ムを形成すること。 
そのため、条文の起源（立法趣旨、基礎と

なった災害例、前身）と運用（関係判例、適
用の実際）、主な関係令等（関係政省令、規
則、通達等）を、できる限り図式化して示す
と共に、現代的な課題や法解釈学的な論点
に関する検討結果を記した体系書を発刊す
ること。 
本分担研究の目的は、枝番号や附則を除

き 123 条ある安衛法のうち第 59 条から第
63 条について、その課題を果たすことにあ
る。 
 
Ｂ．研究方法 
安全衛生に詳しい元労働基準監督官から、

現行安衛法の体系に関する解説と安衛法本
体の条文に紐付く政省令の選定を受けたう
えで、法学・行政学を専門とする分担研究者
が、各自、解説書、専門誌に掲載された学術
論文や記事、政府発表資料等の第 1 次文献
のレビューを行って執筆した文案を研究班
会議で報告し、現行安衛法や改正法の起案
に関わった畠中信夫元白鴎大学教授、唐澤
正義氏ら班員らからの指摘やアドバイスを
得て洗練させた。 

 

Ｃ．研研究究結果 
第 6章（59 条～63 条） 
労働災害を防止するためには、危険有害

な機械や物質に対して規制をかけるだけで
なく、また、それらが瑕疵・欠陥のない状態
にあることだけでなく、それらを用いて実
際に労務に従事する労働者自身が適切に安
全に取り扱う必要がある。そこで、第 6 章
は、労働者の就業に当たっての措置として、
安全のための教育、就業制限、適正配置につ
いて定めている。 
具体的には、事業者に対し、雇い入れ時や

作業内容変更時など、労働者が新たな業務
に従事する局面を特に重視し、必要な教育
を実施することを義務づけるとともに、職
長などの立場に就く者には、監督としての
職務を遂行するに必要な教育を求めるなど、
階層的な教育を予定している点が特徴的で
ある。 
また、危険有害な機械等を取り扱う労働

者に対しては、扱う機械等に応じて、特別教
育を求めたり、危険性がより高いものにつ
いては、免許を持たない者に対して、その就
業を制限するなどしている。 
さらに、教育は一度行えば十分とはいえ

ないから、定期的に教育を行うこと、また、
新たな機械を導入した場合には、必要な教
育を行うよう努めるべきとされる。しかし、
行政官のヒアリングによると、教育の重要
性は誰もが否定しえないものではあるが、
事業規模によっては、教育にまで及ばない
のが実態であること、国の方針として積極
的なバックアップがないと、現場での指導
も困難であること等が指摘された。 
他方、労働災害を防止するための労働者

への就業措置で教育以外のものとして、
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個々の労働者が抱える特性に応じた適正配
置がある。ここで主に念頭に置かれている
のは、高年齢者である。労働力不足に伴い高
年齢者の雇用促進が労働政策上の課題とな
っているわが国において、他の年齢層以上
に労働災害リスクへの配慮が求められる中
高年齢者等の安全衛生上の適正配置は、労
働安全衛生行政上の具体的戦略として、今
後さらに重要性を増していくものと思われ
る。関連するのは法 63条であるが、同条は
努力義務規定であることから、監督実務上、
違反が切られるケースはほとんどないよう
である。しかし、裁判例では、直接の言及は
ないものの、同条の趣旨が汲まれていると
推測されるものがあることが明らかとなっ
た。 
今後の安衛法改正の展望としては、労働

者の地位と局面の段階的な教育体制の中に、
労働者の特性―中高年齢者をはじめ、労働
災害防止のために特に必要な教育・適正配
置を取り込むことを検討する余地はあるの
ではないだろうか。また、就業上の配慮が必
要な労働者は、中高年齢者にとどまらない。
中高年齢者「等」に該当するものとして、通
達では身体障害者および出かせぎ労働者が
挙げられているが、その範囲には検討の余
地があると思われる。また、安全衛生教育が
必要だとしても、その実効性をいかにして
高めていくべきかについては、今後も検討
すべき課題であることが明らかとなった。 
 

 
1 「安全衛生教育及び研修の推進につい
て」平成 3 年 1月 21 日基発第 39 号、改

１ 第 59 条 
１．１ 条文 
 
（安全衛生教育） 
第五十九条 事業者は、労働者を雇い入れ
たときは、当該労働者に対し、厚生労働省令
で定めるところにより、その従事する業務
に関する安全又は衛生のための教育を行な
わなければならない。 
２ 前項の規定は、労働者の作業内容を変
更したときについて準用する。 
３ 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生
労働省令で定めるものに労働者をつかせる
ときは、厚生労働省令で定めるところによ
り、当該業務に関する安全又は衛生のため
の特別の教育を行なわなければならない。 
 
１．２ 趣旨と内容 
１．２．１ 第 59 条 
１．２．１．１ 趣旨 
 安全衛生教育及び研修は、労働者の就業
に当たって必要な安全衛生に関する知識等
を付与するために実施されるものであり、
教育機会を提供することにより、我が国の
安全衛生水準の向上に大きく寄与すること
が期待されている 1。 
このうち、安衛法第 59条は、事業者に対

し、労働者を新たに雇い入れたとき、または
作業内容を変更したときには安全衛生教育
の実施を、そして、労働者を一定の危険また
は有害な業務に従事させるときには特別教
育の実施を義務づけている。その趣旨は、事
業場で取り扱われる機械・設備や原材料、作

正平成 28 年 10 月 12 日基発 1012 第 1
号。 
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業環境の危険および有害性を労働者自身が
認識したうえで、適切に作業を行えるため
に必要な安全衛生教育を施すことにより、
労働災害の人的な要因を除去することであ
る。 
 
１．２．１．２ 内容 
１．２．１．２．１ 雇入れ時・作業

内容変更時の安全衛生教育の内容 
労働者を新たに雇い入れた場合に事業者

が行うべき安全衛生教育は、安衛則第 35条
に定められている。すなわち、①機械等、原
材料等の危険性又は有害性及びこれらの取
扱い方法に関すること、②安全装置、有害物
抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取
扱い方法に関すること、③作業手順に関す
ること、④作業開始時の点検に関すること、
⑤当該業務に関して発生するおそれのある
疾病の原因及び予防に関すること、⑥整理、
整頓及び清潔の保持に関すること、⑦事故
時等における応急措置及び退避に関するこ
と、⑧その他、当該業務に関する安全又は衛
生のために必要な事項に関することである。
ただし、安衛令第 2 条第 3 号に掲げる業種
の事業場の労働者については、①～④を省
略することができる（安衛則第35条2項）。
もっとも、一部の項目について省略ができ
る場合であっても、⑧で「当該業務に関する
安全又は衛生のために必要な事項」につい
ては実施しなければならないため、教育対

 
2 畠中信夫『労働安全衛生法のはなし』
（中央労働災害防止協会、2019 年（平成
31 年・令和元年））270-271 頁。 
3 昭和 47・9・18 基発第 601 号の 1。 
4 労働調査会出版局編『労働安全衛生法の

象から必要事項が漏れることはないとされ
る 2。また、③作業手順に関することについ
ては、現場に配属された後、作業見習の過程
において教えることが原則とされる 3。 
安衛則に列挙する事項については、作業

内容を変更するときも同様に実施しなけれ
ばならないところ、「作業内容を変更したと
き」とは、異なる作業に転換したときや作業
設備、作業方法等について大きな変更があ
ったときなど、労働者の安全を確保するた
めに教育が必要と考えられる場合をいう 4。
作業内容変更時の安全衛生教育義務が追加
されたのは、安全衛生教育の必要性の観点
からは、雇入れ時の状況と実質的に異なら
ないからである。そのため、軽易な変更につ
いては含まれない 5。 
安全衛生教育は、教育にあてるべき時間

数については法令上の規定はないが、当該
業務に伴う労働災害防止のために行われる
ものであり、事業者の責任において実施さ
れなければならないものであるから、所定
労働時間内に行われるのが原則である 6。法
定労働時間外に実施する場合は、労基法第
37条に定める割増賃金の支払義務が発生す
る。 
現行法上、安衛法第 59 条に基づく安全衛

生教育について、安全衛生教育計画を策定
する義務があるのは、指定事業場または都
道府県労働局長が労働災害の発生率を考慮
して指定する事業場等であり、それ以外の

詳解―労働安全衛生法の逐条解説―〔改定
4 版〕』（労働調査会、2015 年（平成 27
年））692 頁。 
5 昭和 47・9・18 基発第 602 号。 
6 昭和 47・9・18 基発第 602 号。 
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事業場では義務づけがない。もっとも、安全
衛生教育計画の策定義務がない事業場であ
っても、「安全教育に関する計画」及び「衛
生教育に関する教育」は、安全・衛生委員会
の調査審議事項になっているため（安衛則
第 21 条第 4 号、第 22条第 4号）、同委員
会の設置義務がある事業場では、教育内容
の実施計画が作成されていると考えられる
ことが指摘されている 7。 
 
１．２．１．２．２ 適用対象者 
安全衛生教育を受ける労働者の範囲は、

安衛法第 66 条に基づく定期健康診断の対
象労働者について、安衛則第 43 条および第
44 条が、「常時使用する」労働者と定めて
いるのに対し、安衛法第 59 条関連規定には、
「常時」の限定がないため、事業者は、短時
間労働者や臨時に雇い入れた労働者につい
ても、安全衛生教育を実施しなければなら
ず、雇用期間が 1 日であっても本条にもと
づく安全衛生教育を省略することはできな
いとされる 89。 
また、派遣労働者については、雇入れ時の

安全衛生教育の実施責任は、雇用関係のあ
る派遣元事業者が負う。もっとも、特殊な機
械・設備を使用する場合など派遣元事業者

 
7 畠中・前掲註 4（2019 年（平成 31 年・
令和元年））268 頁。 
8 山本和義「連載 働く人の安全と健康の
確保は企業の礎 安全管理者・衛生管理
者・安全衛生推進者等の実務必携 第 22
回 安全衛生業務をどのように進めるか
（安全衛生教育と資格①）労働安全衛生広
報 1216 号（2019年（平成 31 年・令和元
年））32 頁。 

による安全衛生教育の実施に限界がある場
合がある。そのため、派遣先事業主は、派遣
元事業主が派遣労働者に対する雇入れ時お
よび作業内容変更時の安全衛生教育を適切
に行えるよう、当該派遣労働者が従事する
業務に係る情報を派遣元事業主に対して積
極的に提供するとともに、派遣元事業主か
ら雇入れ時及び作業内容変更時の安全衛生
教育の委託の申入れがあった場合には可能
な限りこれに応じるよう努めることとされ
ている 10。 
また、派遣労働者に対する作業内容変更

時の安全衛生教育については、派遣元事業
者および派遣先事業者が実施責任を負う
（労働者派遣法第 45 条）。したがって、同
一の派遣先事業者のもとで派遣労働者の作
業内容が変更された場合の安全衛生教育は
派遣先事業主が、従前の作業内容が異なる
派遣先に労働者を派遣する場合は、派遣元
事業者が作業内容変更時の安全衛生教育を
実施することとなる。 
派遣労働者が被災した場合で、雇入れ時

または作業内容変更時の安全衛生教育につ
いて派遣元事業者と派遣先事業者との間で
委託契約が締結されていた等の事情があっ
た場合、安全衛生教育の実施主体である派

9 山本和義「特集 新入社員の暗然衛生教
育の進め方 事業場の実態に即した効果的
な安全衛生教育の実施を！」労働安全衛生
広報（2014 年（平成 26 年））9 頁。 
10 「派遣労働者が講ずべき措置に関する指
針」（平成 11 年 11 月 17 日労働省告示第
138 号、平成 30 年 12月 19 日厚生労働省
告示第 417 号） 
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遣先事業者は、当該委託契約にもとづき労
働災害にかかる民事責任を負う可能性があ
る。 
 
１．２．１．２．３ 危険有害な業務

に対する特別教育 
 特別教育を実施すべき「危険または有害
な業務」については、安衛則第 36 条におい
て、研削砥石の取替の業務、小型ボイラーの
取扱いの業務、動力プレス機械の金型の調
整など 57 業務が定められている。 
特別教育の実施に必要な事項や教育時間

は、それぞれ関係法令および労働省令告示
等で示されている（安衛則第 39 条、安全衛
生特別教育規程 11、クレーン等安全規則第
21 条 12、第 67 条 13、第 107 条 14、第 183
条 15、第 222 条 16、クレーン取扱い業務等
特別教育規定 17、ボイラー及び圧力容器安
全規則第92条、ゴンドラ安全規則第12条、
四アルキル鉛中毒予防規則第 21 条、高気圧
作業安全衛生規則第 11 条、電離放射線障害
防止規則第 52 条の 5 から第 52 条の 9、酸
素欠乏症等防止規則第 12 条、粉じん障害防
止規則第22条、石綿障害予防規則第27条、
除染電離則 18第 19 条）。 
 安衛法第 59 条第 3 項の特別教育の一部
は、旧労基法の就業制限に沿革があり、危険
度に応じて、就業要件を免許取得者、技能講
習修了者、特別教育修了者と段階的に置い

 
11 昭和 47 年労働省告示第 92 号。 
12 クレーン運転 
13 移動式クレーン運転 
14 デリック運転 
15 建設用リフト運転の特別の教育 
16 玉掛け業務 

ている 19。そのため、安衛法第 59 条第 3項
および安衛則第 36 条に定める業務につい
て、上級の資格（免許取得または技能講習修
了）を有する者については、特別教育の科目
の全部または一部について十分な知識およ
び技能を有していると認められるため、当
該科目にかかる特別教育を省略することが
できるとされる（安衛則第 37 条）。 
特別教育科目を省略することのできる者

としては、上級資格の取得者のほかに、他の
事業場あるいは外部の機関において当該業
務に関してすでに特別教育を受けた者等も
該当する。特別教育を行った事業者は、当該
特別教育の受講者、科目等の記録を作成し
て、3 年間保存しておかなければならない
（安衛則第 38 条）。 
なお、安衛法第 59 条第 3項違反について

は、6カ月以下の懲役または 50 万円以下の
罰金に処せられる（安衛法第119条第1号）。 
 派遣労働者に対する特別教育については、
派遣中は派遣先事業者に使用されていると
みなされ、派遣先事業者が特別教育を実施
しなければならず、特別教育にかかる記録・
保存も派遣先事業者が行わなければならな
い（労働者派遣法第 45 条第 3項）。 
 
１．２．１．２．４ 特別教育の内容

及び教育時間等 
 

17 昭和 47 年労働省告示第 118 号。 
18 東日本大震災により生じた放射性物質に
より汚染された土壌等を除染する ための
業務等に係る電離放射線障害防止規則 
19 畠中・前掲註 4（2019 年（平成 31 年・
令和元年））275-276 頁。 
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安衛法第 59 条第 3項に定める「厚生労働
省令で定める危険又は有害な業務」には、以
下の 59 業務が該当する（安衛則第 36 条）。 
特別教育の科目と時間数 
 
（１）研削といしの取替え又は取替え時
の試運転の業務（第 1号） 

 

 
 
研削といし 20 

 
研削「といし」部分は誤った取扱いをする

と破壊することがあり、重大な災害につな
がる恐れがある。そこで、研削といしを取替
えたり、その際に試運転を行う業務に従事
する労働者には研削といしの危険性および
安全な取扱いについて必要な知識・技術を
身に着けさせることを事業者に求めたもの
である。 
 
・ 機械研削用といしの取替え又は取替え時
の試運転の業務 

 
教育科目と時間 

学科教育 
科目 範囲 教育

時間 
機械研削用研 機械研削用研削 4 時

 

20  那 加 ク レ ー ン セ ン タ ー

（ http://nakacc.co.jp/course/sp_red/ke

削盤、機械研削
用といし、取付
け具等に関す
る知識 

盤の種類及び構
造並びにその取
扱い方法 機械
研削用といしの
種類、構成、表示
及び安全度並び
にその取扱い方
法  取付け具  

覆い
お お い

 保護具 

研削液 

間 

機械研削用と
いしの取付け
方法及び試運
転の方法に関
する知識 

機械研削用研削
盤と機械研削用
といしとの適合
確認 機械研削
用といしの外観
検査及び打音検
査 取付け具の
締付け方法及び
締付け力 バラ
ンスの取り方 
試運転の方法 

2 時
間 

関係法令 法、令及び安衛
則中の関係条項 

1 時
間 

実技教育 
機械研削用といしの取付け方法及
び試運転の方法 

3 時
間 

 
・ 自由研削用といしの取替え又は取替え時
の試運転の業務 

教育科目と時間 
学科教育 

科目 範囲 教育

nsaku.php） 
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時間 
自由研削用研
削盤、自由研削
用といし、取付
け具等に関す
る知識 

自由研削用研削
盤の種類及び構
造並びにその取
扱い方法 自由
研削用といしの
種類、構成、表示
及び安全度並び
にその取扱い方
法  取付け具  
覆い 保護具 

2 時
間 

自由研削用と
いしの取付け
方法及び試運
転の方法に関
する知識 

自由研削用研削
盤と自由研削用
といしとの適合
確認 自由研削
用といしの外観
検査及び打音検
査 取付け具の
締付け方法及び
締付け力 バラ
ンスの取り方 
試運転の方法 

1 時
間 

関係法令 法、令及び安衛
則中の関係条項 

1 時
間 

実技教育 
自由研削用といしの取付け方法
及び試運転の方法 

2 時
間 

 
 
（２）動力により駆動されるプレス機械
（以下「動力プレス」という。）の

金型
かながた

、シヤーの刃部又はプレス機械若

 

21  労 働 安 全 衛 生 推 進 協 会

（ http://www.axtu.org/douryoku-press-

tokubetsukyouiku.html） 

しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲
いの取付け、取外し又は調整の業務（第
2 号） 

 

 

 

 
プレス機 21 

 

 
 

シャー22：剪断作用によって金属板金を切断する

工具 

 
本業務の特別教育は、学科教育及び実技

教育によって行われる。学科教育において
必要な科目および範囲・教育時間は、以下の

22  VOLTECHNO（ボルテクノ）の WEBサイ

ト （ https://voltechno.com/blog/tool-

shear/ ：最終閲覧日 2022年 10月 9日） 
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表のとおりである。また、実技教育は、プレ
ス機械の金型、シヤーの刃部又はプレス機
械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全
囲いの点検、取付け、取外し及び調整につい
て、2 時間以上行うものとされる。 

 
教育科目と時間 

科目 範囲 教育
時間 

プレス機械又
はシヤー及び
これらの安全
装置又は安全
囲いに関する
知識 

プレス機械又は
シヤー及びこれ
らの安全装置又
は安全囲いの種
類、構造及び点
検 

2 時
間 

プレス機械又
はシヤーによ
る作業に関す
る知識 

材料の送給及び
製品の取出し  
プレス機械の金
型、シヤーの刃
部又はプレス機
械若しくはシヤ
ーの安全装置若
しくは安全囲い
の異常及びその
処理 

2 時
間 

プレス機械の
金型、シヤーの
刃部又はプレ
ス機械若しく
はシヤーの安
全装置若しく
は安全囲いの
点検、取付け、

プレス機械の金
型、シヤーの刃
部又はプレス機
械若しくはシヤ
ーの安全装置若
しくは安全囲い
の点検、取付け、
取外し及び調整 

3 時
間 

 

23 コベルコ教習所 新潟教習センター

(https://www.kobelco-

調整等に関す
る知識 
関係法令 法、令及び安衛

則中の関係条項 
1 時
間 

 
 
（３）アーク溶接機を用いて行う金属の溶
接、溶断等（以下「アーク溶接等」という。）
の業務（3 号） 
 

 
アーク溶接 23 

 
アークとは、高温で強い光を発する気体

放電現象の一種である。炭素やタングステ
ンなどの電極を接触させ、電流を流してい
る状態で電極を引き離すと電極間にアーク
が発生する（左図参照）。身近なアークの例
として、通電中のプラグをコンセントから
引き抜いたときに発生するスパークが挙げ
られる。 
アーク溶接は、金属の電極と溶接する対

象物の間で火花を起こし、溶接を施す作業
をいう。溶接で使用するアークは、一般的に
電極から母材に向かって広がり、ベル型状
に発生する（右図参照）。アーク放電は不安
定な現象で維持・安定が困難であるところ、

kyoshu.com/niigata/licenses/アーク溶接

等特別教育/) 
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アーク溶接機はアークを安定化させること
により溶接を可能にしている。 
 

 
アーク 24 

 
アーク溶接装置に不備等があったり、不

適切な方法で溶接作業がなされると、作業
者の感電あるいは高所からの転落につなが
りうる。また、溶接中のアークによる火災・
爆発等の重大災害も発生しうる 25。 
そこで、こうした事故を防止するため、学

科教育及び実技教育により特別教育を行う
ものとした。教育内容は以下の表のとおり
である。また、実技教育は、アーク溶接装置
の取扱い及びアーク溶接等の作業の方法に
ついて、10 時間以上行うものとする。 
 
教育科目と時間 

科目 範囲 教育
時間 

アーク溶接
等に関する
知識 

アーク溶接等の基
礎理論 電気に関
する基礎知識 

1 時
間 

アーク溶接
装置に関す
る基礎知識 

直流アーク溶接機 
交流アーク溶接機 
交流アーク溶接機
用自動電撃防止装
置 溶接棒等及び

3 時
間 

 

24  ダ イ ヘ ン

（ https://www.daihen.co.jp/products/we

lder/faq/basic/q2.html） 

溶接棒等のホルダ
ー 配線 

アーク溶接
等の作業の
方法に関す
る知識 

作業前の点検整備 
溶接、溶断等の方
法 溶接部の点検 
作業後の処置 災
害防止 

6 時
間 

関係法令 法、令及び安衛則
中の関係条項 

1 時
間 

 
 
（４）高圧（直流にあつては 750 ボルトを、交流

にあつては 600 ボルトを超え、7000 ボルト以下で

ある電圧をいう。以下同じ。）若しくは特別高圧
（7000 ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。）

の充電電路若しくは当該充電電路の支持物
の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低
圧（直流にあつては 750 ボルト以下、交流にあつ

ては600ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。）

の充電電路（対地電圧が 50 ボルト以下であるも

の及び電信用のもの、電話用のもの等で感電によ

る危害を生ずるおそれのないものを除く。）の敷
設若しくは修理の業務（次号に掲げる業務を除
く。）又は配電盤室、変電室等区画された場
所に設置する低圧の電路（対地電圧が 50 ボル

ト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のも

の等で感電による危害の生ずるおそれのないもの

を除く。）のうち充電部分が露出している開
閉器の操作の業務（4号） 
 

25  SAT 株 式 会 社 （ https://www.sat-

co.info/blog/arcwelding200001/#i-2） 
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キャタピラー教習所 HP26 

 
充電電路とは、裸線（露出部分等）に触れ

れば感電する通電の状態をいう。「充電電路
の敷設若しくは修理の業務」とは、充電電路
の状態で、電動工具のコードが破線してい
る場合に絶縁テープを巻いて修理すること
などが含まれる 27。  
事業者は、充電電路等の敷設または修理

等の業務、あるいは、充電部分が露出してい
る開閉器の操作の業務を行う場合、労働者
が感電することのないよう、電気取扱業務
に係る特別教育の実施が義務づけられてい
る。 
特別教育に必要な学科教育は、以下の表

のとおりである。また、実技教育は、高圧又
は特別高圧の活線作業及び活線近接作業の
方法について、15時間以上（充電電路の操

 

26 キャタピラー教習所（知っていますか？

低圧電気取扱いの資格について｜キャタピ

ラー教習所 (jpncat.com) 

作の業務のみを行なう者については、1 時
間以上）行なうものとする。 
 
教育科目と時間 

科目 範囲 教育
時間 

低圧の電気
に関する基
礎知識 

低圧の電気の危険
性  短絡  漏電 
接地 電気絶縁 

1 時
間 

低圧の電気
設備に関す
る基礎知識 

配電設備 変電設
備 配線 電気使
用設備 保守及び
点検 

2 時
間 

低圧用の安
全作業用具
に関する基
礎知識 

絶縁用保護具 絶
縁用防具 活線作
業用器具 検電器 
その他の安全作業
用具 管理 

1 時
間 

低圧の活線
作業及び活
線近接作業
の方法 

充電電路の防護 
作業者の絶縁保護 
停電電路に対する
措置  作業管理 
救急処置 災害防
止 

2 時
間 

関係法令 法、令及び安衛則
中の関係条項 

1 時
間 

 
 
（５）対地電圧が 50ボルトを超える低圧の
蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務（4の
2 号） 
 

27 キャタピラー教習所（知っていますか？

低圧電気取扱いの資格について｜キャタピ

ラー教習所 (jpncat.com) 
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 本業務は、いわゆる電気自動車またはハ
イブリッド自動車等の整備業務を内容とす
るものであり、低圧電気取扱業務の特別教
育から分離する形で、令和元年に新たに追
加されたものである（厚労告 83）。学科教
育の科目および内容・時間は、それぞれ以下
の表のとおりである。実技教育は、安衛則第
36条第 4号の 2の自動車の整備作業の方法
について、1 時間以上行うものとする。もっ
とも、改正前に低圧電気取扱業務の特別教
育を修了された労働者については、電気自
動車整備の業務等に係る特別教育を新たに
修了する必要は必ずしもない 28。 
なお、対地電圧とは、接地式電路において

は電線と大地との間の電圧、非接地式電路
においては電線間の電圧のことである 29。
対地電圧が 50Vを超える低圧の蓄電池を内
蔵する自動車としては、ハイブリッド自動
車、プラグインハイブリッド自動車、電気自
動車（内燃機関を有さないもの）、燃料電池
自動車、バッテリー式のフォークリフト等
の車両系荷役運搬機械およびバッテリー式
のドラグ・ショベル等の車両系建設機械が
含まれる 30。 
 
教育科目と時間 

科目 範囲 教育
時間 

低圧の電気
に関する基
礎知識 

低圧の電気の危険
性  短絡  漏電 
接地 電気絶縁 

1 時
間 

 

28  コベルコ 教習所  新 潟センター

（ https://www.kobelco-

kyoshu.com/niigata/licenses/） 

29  E&M JOBS （ https://em.ten-

低圧の電気
装置に関す
る基礎知識 

安衛則第 36 条第 4
号の 2 の自動車の
仕組みと種類 コ
ンバータ及びイン
バータ 配線 駆
動用蓄電池及び充
電器 駆動用原動
機及び発電機 電
気使用機器 保守
及び点検 

2.5
時間 

低圧用の安
全作業用具
に関する基
礎知識 

絶縁用保護具、絶
縁工具及び絶縁テ
ープ 検電器 そ
の他の安全作業用
具 管理 

0.5
時間 

自動車の整
備作業の方
法 

充電電路の防護 
作業者の絶縁保護 
サービスプラグの
取扱いの方法 停
電電路に対する措
置 作業管理 救
急処置 災害防止 

1 時
間 

関係法令 法、令及び安衛則
中の関係条項 

1 時
間 

 
 
（６）最大荷重 1 トン未満のフオークリフ
トの運転（道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号）

第 2 条第 1 項第 1 号の道路（以下「道路」という。）

上を走行させる運転を除く。）の業務（5 号） 
 

navi.com/dictionary/3155/） 

30  コベルコ教習所  新潟センター

（ https://www.kobelco-

kyoshu.com/niigata/licenses/） 
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フォークリフト 31 

 
フォークリフトとフォークローダーの違い
は？ 
 
特別教育に必要な学科教育および実技教

育の科目および範囲・時間は、それぞれ以下
の表のとおりである。 

 

教育科目と時間 
学科教育 

科目 範囲 教育
時間 

フオーク
リフトの
走行に関
する装置
の構造及
び取扱い
の方法に
関する知
識 

フオークリフトの原
動機、動力伝達装置、
走行装置、かじ取り
装置、制動装置及び
走行に関する附属装
置の構造並びにこれ
らの取扱い方法 

2 時
間 

フオーク フオークリフトの荷 2 時

 

31 公益社団法人 福岡県労働基準協会連

合会（https://www.f-roukijunren.or.jp/

フォークリフト運転技能講習%EF%BC%88 最

リフトの
荷役に関
する装置
の構造及
び取扱い
の方法に
関する知
識 

役装置、油圧装置（安
全弁を含む。）、ヘツ
ドガード、バツクレ
スト及び荷役に関す
る附属装置の構造並
びにこれらの取扱い
方法 

間 

フオーク
リフトの
運転に必
要な力学
に関する
知識 

力（合成、分解、つり
合い及びモーメン
ト） 重量 重心及
び物の安定 速度及
び加速度荷重 応力 
材料の強さ 

1 時
間 

関係法令 法、令及び安衛則中
の関係条項 

1 時
間 

実技教育 
科目 範囲 教育

時間 
フオーク
リフトの
走行の操
作 

基本走行及び応用走
行 

4 時
間 

フオーク
リフトの
荷役の操
作 

基本操作 フオーク
の抜き差し 荷の配
列及び積重ね 

2 時
間 

 
 
 
（７）最大荷重 1 トン未満のショベルロー
ダー又はフォークローダーの運転（道路上を

大荷重%EF%BC%91トン以上%EF%BC%89-《登録

第 11号》.html） 
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走行させる運転を除く。）の業務（５の 2 号） 
 

 
 
ショベルローダー 

 

 
 
フォークローダー 

 
ショベルローダーは、原則として車体前

方のショベル（バケット）をリフトアームで
上下させて主にバラ物の荷役を行う車両を
指し、フォークローダーは、原則として車体
前方のフォークをリフトアームで上下させ
て材木などの荷役を行う車両をいう 32。 
特別教育に必要な学科教育および実技教

育の科目および範囲・時間は、それぞれ以下
の表のとおりである。 
 

 

32 コベルコ教習所（https://www.kobelco-

kyoshu.com/licenses/%E3%82%B7%E3%83%A7

%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%AD%E3%83%BC%E

教育科目と時間 
学科教育 

科目 範囲 教育
時間 

シヨベルロ
ーダー等の
走行に関す
る装置の構
造及び取扱
いの方法に
関する知識 

シヨベルローダー
等（安衛則第 36 条
第 5号の 2の機械を
いう。以下同じ。）
の原動機、動力伝達
装置、走行装置、操
縦装置、制動装置、
電気装置、警報装置
及び走行に関する
附属装置の構造及
び取扱い方法 

2 時
間 

シヨベルロ
ーダー等の
荷役に関す
る装置の構
造及び取扱
いの方法に
関する知識 

シヨベルローダー
等の荷役装置、油圧
装置、ヘツドガード
及び荷役に関する
附属装置の構造及
び取扱い方法 

2 時
間 

シヨベルロ
ーダー等の
運転に必要
な力学に関
する知識 

力（合成、分解、つ
り合い及びモーメ
ント） 重量 重心
及び物の安定  速
度及び加速度  荷
重  応力  材料の
強さ 

1 時
間 

関係法令 法、令及び安衛則中
の関係条項 

1 時
間 

実技教育 

3%83%80%E3%83%BC%E7%AD%89%E9%81%8B%E8%

BB%A2%E6%8A%80%E8%83%BD%E8%AC%9B%E7%BF

%92/） 
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科目 範囲 教育
時間 

シヨベルロ
ーダー等の
走行の操作 

基本操作  定めら
れたコースによる
基本走行及び応用
走行 

4 時
間 

シヨベルロ
ーダー等の
荷役の操作 

基本操作  定めら
れた方法による荷
の移動及び積重ね 

2 時
間 

 
（８）最大積載量が 1 トン未満の不整地運
搬車の運転（道路上を走行させる運転を除く。）

の業務（5 の 3 号） 
 

  
ゴムクローラ式不整地運搬車 33 

 

 
ホイール式不整地運搬車 34 

 
特別教育に必要な学科教育および実技教

育の科目および範囲・時間は、それぞれ以下

 

33 コマツ教習所（https://www.komatsu-

kyoshujo.co.jp/KkjReservation/Subjects

/CourseListSkillDumpTruck.aspx） 

の表のとおりである。 
 
教育科目と時間 

学科教育 
科目 範囲 教育

時間 
不整地運搬
車の走行に
関する装置
の構造及び
取扱いの方
法に関する
知識 

不整地運搬車（安衛
則第 36 条第 5 号の
3 の機械をいう。以
下同じ。）の原動機、
動力伝達装置、走行
装置、操縦装置、制
動装置、電気装置、
警報装置及び走行
に関する附属装置
の構造及び取扱い
の方法 

2 時
間 

不整地運搬
車の荷の運
搬に関する
知識 

不整地運搬車の荷
役装置及び油圧装
置の構造及び取扱
いの方法並びに荷
の積卸し及び運搬
の方法 

2 時
間 

不整地運搬
車の運転に
必要な力学
に関する知
識 

力（合成、分解、つ
り合い及びモーメ
ント） 重量 重心
及び物の安定  速
度及び加速度  荷
重 

1 時
間 

関係法令 法、令及び安衛則中
の関係条項 

1 時
間 

実技教育 

34 コマツ教習所（https://www.komatsu-

kyoshujo.co.jp/KkjReservation/Subjects

/CourseListSkillDumpTruck.aspx） 
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科目 範囲 教育
時間 

不整地運搬
車の走行の
操作 

基本操作  定めら
れたコースによる
基本走行及び応用
走行 

4 時
間 

不整地運搬
車の荷の運
搬 

基本操作  定めら
れた方法による荷
の運搬 

2 時
間 

 

（９）制限荷重 5 トン未満の 揚
よう
貨
か
装置の

運転の業務（６号） 
 
特別教育に必要な学科教育および実技教

育の科目および範囲・時間は、それぞれ以下
の表のとおりである。 
 
教育科目と時間 

学科教育 
科目 範囲 教育

時間 
揚貨装置に
関する知識 

デリツクブーム、
デリツクポスト、
ガイその他の主要
構造部分 巻上げ
装置  制動装置 
揚貨装置の機能及
び取扱い方法 

4 時
間 

原動機及び
電気に関す
る知識 

蒸気機関 内燃機
関 電動機 電流 
電圧及び抵抗 電
力及び電力量 電
力計 制御装置そ
の他の揚貨装置に
関する電気機械器

2 時
間 

具 感電による危
険性 

揚貨装置の
運転のため
に必要な力
学に関する
知識 

力（合成、分解、つ
り合い及びモーメ
ント） 重心 重
量  速度  荷重
（静荷重及び動荷
重） 応力 材料
の強さ ワイヤロ
ープ フツク及び
スリングの強さ 
ワイヤロープの掛
け方と荷重との関
係 

4 時
間 

関係法令 法、令及び安衛則
中の関係条項 

1 時
間 

実技教育 
科目 範囲 教育

時間 
揚貨装置の
運転 

重量の確認 荷の
巻上げ 定められ
た経路による荷の
運搬 定められた
位置への荷卸し 

3 時
間 

揚貨装置の
運転のため
の合図 

手、小旗等を用い
て行なう合図 

1 時
間 

 
 
（10）伐木等機械（伐木、造材又は原木若しく

は薪炭材の集積を行うための機械であつて、動力

を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをい

う。以下同じ。）の運転（道路上を走行させる運

転を除く。）の業務（6 の 2 号） 
 
特別教育に必要な学科教育および実技教
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育の科目および範囲・時間は、それぞれ以下
の表のとおりである。 
 
教育科目と時間 

学科教育 
科目 範囲 教育

時間 
伐木等機械
に関する知
識 

伐木等機械の種類
及び用途 

1 時
間 

伐木等機械
の走行及び
作業に関す
る装置の構
造及び取扱
いの方法に
関する知識 

伐木等機械の原動
機、動力伝達装置、
走行装置、操縦装
置、制動装置、作業
装置、油圧装置、電
気装置及び附属装
置の構造及び取扱
いの方法 

1 時
間 

伐木等機械
の作業に関
する知識 

伐木等機械による
一般的作業方法 

2 時
間 

伐木等機械
の運転に必
要な一般的
事項に関す
る知識 

伐木等機械の運転
に必要な力学 電
気に関する基礎知
識 

1 時
間 

関係法令 法、令及び安衛則
中の関係条項 

1 時
間 

実技教育 
科目 範囲 教育

時間 
伐木等機械
の走行の操
作 

基本操作 定めら
れたコースによる
基本走行及び応用
走行 

2 時
間 

伐木等機械 基本操作 定めら 4 時

の作業のた
めの装置の
操作 

れた方法による伐
木、造材及び原木
の集積 

間 

 
 
（11）走行集材機械（車両の走行により集
材を行うための機械であつて、動力を用い、
かつ、不特定の場所に自走できるものをい
う。以下同じ。）の運転（道路上を走行させ
る運転を除く。）の業務（6の 3 号） 
 
平二五厚労告三六三・追加 
特別教育に必要な学科教育および実技教

育の科目および範囲・時間は、それぞれ以下
の表のとおりである。 
 
教育科目と時間 

学科教育 
科目 範囲 教育

時間 
走行集材機
械に関する
知識 

走行集材機械の種
類及び用途 

1 時
間 

走行集材機
械の走行及
び作業に関
する装置の
構造及び取
扱いの方法
に関する知
識 

走行集材機械の原
動機、動力伝達装
置、走行装置、操縦
装置、制動装置、作
業装置、油圧装置、
電気装置及び附属
装置の構造及び取
扱いの方法 

1 時
間 

走行集材機
械の作業に
関する知識 

走行集材機械によ
る一般的作業方法 

2 時
間 

走行集材機
械の運転に

走行集材機械の運
転に必要な力学 

1 時
間 
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必要な一般
的事項に関
する知識 

電気に関する基礎
知識 ワイヤロー
プの種類及び取扱
いの方法 

関係法令 法、令及び安衛則
中の関係条項 

1 時
間 

実技教育 
科目 範囲 教育

時間 
走行集材機
械の走行の
操作 

基本操作 定めら
れたコースによる
基本走行及び応用
走行 

3 時
間 

走行集材機
械の作業の
ための装置
の操作 

基本操作 定めら
れた方法による原
木の運搬 

3 時
間 

 
 
（12）機械集材装置（集材機、架線、搬器、
支柱及びこれらに附属する物により構成さ
れ、動力を用いて、原木又は薪炭材（以下
「原木等」という。）を巻き上げ、かつ、空
中において運搬する設備をいう。以下同じ。）
の運転の業務（7号） 
 
特別教育に必要な学科教育および実技教

育の科目および範囲・時間は、それぞれ以下
の表のとおりである。 
 
教育科目と時間 

学科教育 
科目 範囲 教育

時間 
機械集材装
置に関する

機械集材装置の集
材機の種類、構造

3 時
間 

知識 及び取扱いの方法 
機械集材装置の索
張り方式 集材方
法 

ワイヤロー
プに関する
知識 

ワイヤロープの種
類 ワイヤロープ
の止め方及び継ぎ
方の種類 

2 時
間 

関係法令 法、令及び安衛則
中の関係条項 

1 時
間 

実技教育 
科目 範囲 教育

時間 
機械集材装
置の集材機
の運転 

基本操作 応用運
転 

4 時
間 

ワイヤロー
プの取扱い 

ワイヤロープの止
め方、継ぎ方及び
点検方法 

4 時
間 

 
（13）簡易架線集材装置（集材機、架線、搬
器、支柱及びこれらに附属する物により構
成され、動力を用いて、原木等を巻き上げ、
かつ、原木等の一部が地面に接した状態で
運搬する設備をいう。以下同じ。）の運転又
は架線集材機械（動力を用いて原木等を巻
き上げることにより当該原木等を運搬する
ための機械であつて、動力を用い、かつ、不
特定の場所に自走できるものをいう。以下
同じ。）の運転（道路上を走行させる運転を
除く。）の業務（7 号の２） 
 

(平二五厚労告三六三・追加) 
特別教育に必要な学科教育および実技教

育の科目および範囲・時間は、それぞれ以下
の表のとおりである。 
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教育科目と時間 

学科教育 
科目 範囲 教育

時間 
簡易架線集
材装置の集
材機及び架
線集材機械
に関する知
識 

簡易架線集材装置
の集材機の種類及
び用途 架線集材
機械の種類及び用
途 

1 時
間 

架線集材機
械の走行及
び作業に関
する装置の
構造及び取
扱いの方法
に関する知
識 

架線集材機械の原
動機、動力伝達装
置、走行装置、操縦
装置、制動装置、作
業装置、油圧装置、
電気装置及び附属
装置の構造及び取
扱いの方法 

1 時
間 

簡易架線集
材装置及び
架線集材機
械の作業に
関する知識 

簡易架線集材装置
及び架線集材機械
による集材の方法 
簡易架線集材装置
の索張りの方法 

2 時
間 

簡易架線集
材装置及び
架線集材機
械の運転に
必要な一般
的事項に関
する知識 

簡易架線集材装置
及び架線集材機械
の運転に必要な力
学 電気に関する
基礎知識 ワイヤ
ロープの種類 ワ
イヤロープの止め
方及び継ぎ方の種
類 

1 時
間 

関係法令 法、令及び安衛則
中の関係条項 

1 時
間 

実技教育 

科目 範囲 教育
時間 

架線集材機
械の走行の
操作 

基本操作 定めら
れたコースによる
基本走行及び応用
走行 

1 時
間 

簡易架線集
材装置の集
材機の運転
及び架線集
材機械の作
業のための
装置の操作 

基本操作 定めら
れた方法による原
木の運搬 

3 時
間 

ワイヤロー
プの取扱い 

ワイヤロープの止
め方、継ぎ方及び
点検方法 

4 時
間 

 
 
（14）チェーンソーを用いて行う立木の伐
木、かかり木の処理又は造材の業務（8号） 
 

(昭五二労告一〇〇・平三一厚労告三二・
一部改正) 
特別教育に必要な学科教育および実技教

育の科目および範囲・時間は、それぞれ以下
の表のとおりである。 
 
教育科目と時間 

学科教育 
科目 範囲 教育

時間 
伐木等作業
に関する知
識 

伐倒の方法 伐倒
の合図 退避の方
法 かかり木の種
類及びその処理 
造材の方法 下肢

4 時
間 
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の切創防止用保護
衣等の着用 

チェーンソ
ーに関する
知識 

チェーンソーの種
類、構造及び取扱
い方法 チェーン
ソーの点検及び整
備の方法 ソーチ
ェーンの目立ての
方法 

2 時
間 

振動障害及
びその予防
に関する知
識 

振動障害の原因及
び症状 振動障害
の予防措置 

2 時
間 

関係法令 法、令及び安衛則
中の関係条項 

1 時
間 

実技教育 
科目 範囲 教育

時間 
伐木等の方
法 

伐木の方法 かか
り木の処理方法 
造材の方法 下肢
の切創防止用保護
衣等の着用 

5 時
間 

チェーンソ
ーの操作 

基本操作 応用操
作 

2 時
間 

チェーンソ
ーの点検及
び整備 

チェーンソーの点
検及び整備の方法 
ソーチェーンの目
立ての方法 

2 時
間 

 
 
（15）機体重量が 3 トン未満の令別表第 7

 

35  日 本 キ ャ タ ピ ラ ー

（ https://www.nipponcat.co.jp/products

/dozers/） 

第 1 号、第 2 号、第 3 号又は第 6 号に掲げ
る機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所
に自走できるものの運転（道路上を走行さ
せる運転を除く。）の業務（9 号） 
 
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み

用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教
育 
 
（昭 52 労告 117・一部改正） 
特別教育に必要な学科教育および実技教

育の科目および範囲・時間は、それぞれ以下
の表のとおりである。 
 
令別表第 7 の 1 号または 2 号（小型車両系
建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)）
に定める以下の機械の運転業務に必要な学
科教育および実技教育は以下のとおりであ
る。 
 
1 号（整地・運搬・積込み用機械） 
１．ブル・ドーザー35 

 
 
２．モーター・グレーダー36 

36  コ マ ツ

（ https://kcsj.komatsu/products/constr

uction_machine/motor_grader.html） 
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３．トラクター・ショベル 37 
 

 
４．ずり積機 38 

 

 

37 厚生労働省「職場の安全を応援する情報

発信サイト 職場のあんぜんサイト」の WEB

サ イ ト

（ https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_p

g/SAI_DET.aspx?joho_no=101286 ：最終閲

覧日 2022年 10月 9日） 

38 コトブキ技研工業株式会社の WEB サイ

ト

（ https://www.kemco.co.jp/pro_kenki/ke

nki_schaeffloader_kl41.html） 

トンネル掘削において、掘り出されたずり
を運搬用車両等に積み込む目的で作られた
機械 39 
 
５．スクレーパー40 
 

 
 
 
６．スクレープ・ドーザー41 

 

39 電設資材・電線・ケーブル ネット通販 

Watanabeホームページ（https://www.fuku-

watanabe.com/ec/glossary/tunnel/006zur

ishori/038.html） 

40 丸磯建設の WEBサイト 

（ https://maruiso.com/public-

works/machine/ ：最終閲覧日 2022 年 10

月 9日） 

41  モ デ ル ト ラ ッ ク フ ァ ク ト リ ー

（ https://www.mt-
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７．1 から 6 までに掲げる機械に類するも
のとして厚生労働省令で定める機械 
 
2 号（掘削用機械） 
１．パワー・ショベル 42 

 
 
２．ドラグ・ショベル（油圧ショベル） 

 
 
パワー・ショベルとの違い 
３．ドラグライン 43 

 

factory.jp/nzg/models/398.htm） 

42  コ マ ツ

（ https://kcsj.komatsu/products/constr

uction_machine/） 

43  ア ー ル ア イ （ https://r-

i.jp/glossary/kana_ta/to/002231.html） 

 
土工事用堀削機の一種で、機体から伸ば

したブームの先に吊るしたバケットを振り
子のように前方に投げ、引き寄せながら土
砂をすくう仕組みとなっており、機械を移
動させずに広範囲の掘削ができる 44。 
 
４．クラムシエル 45 

 

 クラムシエルとは、ブームの先端にワイ
ヤロープで吊られたクラムシエルバケット
から、二枚貝のように土砂をつかんで掘削
する掘削機をいう。 

44  ア ー ル ア イ （ https://r-

i.jp/glossary/kana_ta/to/002231.html） 

45  東 北 リ ー ス

（ http://www.tohokulease.com/equipment

_list/shovel/） 
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５．バケット掘削機 46 
 

 
 
６．トレンチャー 

 
ホイールトレンチャー47 

 
チェーントレンチャー48 

 

46  GIZMODE

（ https://www.gizmodo.jp/2016/07/post_

664834.html） 

47  Direct INDUSTRY

（ https://www.directindustry.com/ja/pr

od/the-charles-machine-works-

 
７．1 から 6 までに掲げる機械に類するも
のとして厚生労働省令で定める機械 
 
教育科目と時間 

学科教育 
科目 範囲 教育

時間 
小型車両系
建設機械（整
地・運搬・積
込み用及び
掘削用）の走
行に関する
装置の構造
及び取扱い
の方法に関
する知識 

小型車両系建設機
械（整地・運搬・積
込み用及び掘削
用）（安衛則第 36
条第 9 号の機械の
うち令別表第 7 第 
1 号又は第 2 号に
掲げる機械をい
う。以下同じ。）の
原動機、動力伝達
装置、走行装置、操
縦装置、ブレーキ、
電気装置、警報装
置及び走行に関す
る附属装置の  構
造及び取扱い方法 

3 時
間 

小型車両系
建設機械（整
地・運搬・積
込み用及び
掘削用）の作

小型車両系建設機
械（整地・運搬・積
込み用及び掘削
用）の種類及び用
途小型車両系建設

2 時
間 

inc/product-41264-795553.html） 

48  Direct INDUSTRY

（ https://www.directindustry.com/ja/pr

od/the-charles-machine-works-

inc/product-41264-1893989.html） 
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業に関する
装置の構造、
取扱い及び
作業方法に
関する知識 

機械（整地・運搬・
積込み用及び掘削
用）の作業装置及
び作業に関する附
属装置の構造及び
取扱い方法 小型
車両系建設機械
（整地・運搬・積込
み用及び掘削用）
による一般的作業
方法 

小型車両系
建設機械（整
地・運搬・積
込み用及び
掘削用）の運
転に必要な
一般的事項
に関する知
識 

小型車両系建設機
械（整地・運搬・積
込み用及び掘削
用）の運転に必要
な力学及び土質工
学 土木施工の方
法 

1 時
間 

関係法令 法、令及び安衛則
中の関係条項 

1 時
間 

実技教育 
科目 範囲 教育

時間 
小型車両系
建設機械（整
地・運搬・積
込み用及び
掘削用）の走
行の操作 

基本操作 定めら
れたコースによる
基本走行及び応用
走行 

4 時
間 

 

49  日 本 車 両 製 造 株 式 会 社

HP(https://www.n-

sharyo.co.jp/business/kiden/earthdril/

dhj60-3.html) 

小型車両系
建設機械（整
地・運搬・積
込み用及び
掘削用）の作
業のための
装置の操作 

基本操作 定めら
れた方法による基
本施工及び応用施
工 

2 時
間 

 
 
令別表第 7 の 3 号（基礎工事用機械）に定
める以下の１～8 の運転業務に必要な学科
教育および実技教育は以下のとおりである。 
 
１．くい打機 49 

 

 
２．くい抜機 50 

50  株 式 会 社 エ ス ・ ス タ イ ル HP

（ https://economy-

blade.com/info/2020_03_04/） 
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３．アース・ドリル 

 
アースドリル工法 51 

ドリリリングバケットを回転させて地盤を掘削

し、バケット内部に収納された土砂を地上に排土

する工法 52。 

 

 

51  東 開 ク レ テ ッ ク 株 式 会 社

（ http://www.tokai-cretec-

presents.jp/presents-0019.html） 

52  東 開 ク レ テ ッ ク 株 式 会 社

（ http://www.tokai-cretec-

presents.jp/presents-0019.html） 

 

ドリリングバケットの掘削刃装置 53 

４．リバース・サーキュレーション・ドリル 
 

 
リバース・サーキュレーション・ドリル工法 54 

 

53 アスタミューゼ（astamuse）HP（1994-

173566 号 アースドリル工法に使用される

ドリリングバケットの掘削刃装置  - 

astamuse） 

54  一般社団法人  日本基礎建設協会

（http://www.kisokyo.or.jp/stake03.htm） 
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施工手順 55 

 
アース・ドリル工法、リバース・サーキュ

レーション・ドリル工法は、いずれも場所打
ち杭による基礎工事の工法を指し、地盤に
よって用いる工法が異なる。リバース・サー
キュレーション・ドリル工法は、掘り進めた
ときに穴壁が崩れ落ちる場合に用いられる
もので、掘り進める際に泥水を入れたり（こ
れにより穴壁を固める）、泥水を排すること
を繰り返して行う。 
 
５．せん孔機 56（チュービングマシンを有
するものに限る。） 

 

 

55  一般社団法人  日本基礎建設協会

（http://www.kisokyo.or.jp/stake03.htm） 

56  ヤマモト ロック マシ ン株式会 社

（http://www.yrm.co.jp/?page_id=16） 

57  tokkyoj.com

 
６．アース・オーガー 

 

アースーオーガー杭打機 57 

 
７．ペーパー・ドレーン・マシン 58 

 
 
ペーパー・ドレーン・マシーンとは、基礎

工事の機械の 1 つである。埋立地等の地盤
改良を目的とする。紙状のシートを少し地

（ http://tokkyoj.com/data/tk1993-

132936.shtml） 

58 ジオドレーン協会（https://www.geo-

drain.com/method.html） 
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上に出るようにして埋立地に埋める。シー
トが地中の水分を吸い、それを蒸発させ水
分を飛ばすことによって地盤を改良する工
法。紙状のシートの代わりに砂を用いる場
合は、サンド・ドレーン工法という。ドレー
ンは排水を意味する。 
 
 
８．１から７までに掲げる機械に類するも
のとして厚生労働省令で定める機械 
 
教育科目と時間 

学科教育 
科目 範囲 教育

時間 
小型車両系
建設機械（基
礎工事用）の
走行に関す
る装置の構
造及び取扱
いの方法に
関する知識 

小型車両系建設機
械（基礎工事用）
（安衛則第 36条第
9 号の機械のうち
令別表第 7 第 3 号
に掲げる建設機械
をいう。以下同
じ。）の原動機、動
力伝達装置、走行
装置、操縦装置、ブ
レーキ、電気装置、
警報装置及び走行
に関する附属装置
の構造及び取扱い
方法 

2 時
間 

小型車両系
建設機械（基
礎工事用）の
作業に関す
る装置の構
造、取扱い及

小型車両系建設機
械（基礎工事用）の
種類及び用途 作
業装置及び作業に
関する附属装置の
構造及び取扱い方

3 時
間 

び作業方法
に関する知
識 

法 小型車両系建
設機械（基礎工事
用）による一般的
作業方法 

小型車両系
建設機械（基
礎工事用）の
運転に必要
な一般的事
項に関する
知識 

小型車両系建設機
械（基礎工事用）の
運転に必要な力学
及び土質工学 土
木施工の方法 ワ
イヤロープ及び補
助具 

1 時
間 

関係法令 法、令及び安衛則
中の関係条項 

1 時
間 

実技教育 
科目 範囲 教育

時間 
小型車両系
建設機械（基
礎工事用）の
走行の操作 

基本操作 定めら
れたコースによる
基本走行及び応用
走行 

3 時
間 

小型車両系
建設機械（基
礎工事用）の
作業のため
の装置の操
作及び合図 

基本操作 定めら
れた方法による基
本施工及び応用施
工 手、小旗等を
用いて行う合図 

3 時
間 

 
 
令別表第 7 の 6 号（解体用機械）に定める
以下の１，２の運転業務に必要な学科教育
および実技教育は以下のとおりである。 
１．ブレーカ 
２．１に掲げる機械に類するものとして厚
生労働省令で定める機械 
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ブレーカ 59 

 
教育科目と時間 

学科教育 
科目 範囲 教育

時間 
小型車両系
建設機械(解
体用)の走行
に関する装
置の構造及
び取扱いの
方法に関す
る知識 

小型車両系建設機
械 (解体用)(安衛
則第三十六条第九
号の機械のうち令
別表第七第六号に
掲げる機械をい
う。以下同じ。)の
原動機、動力伝達
装置、走行装置、か
じ取り装置、ブレ
ーキ、電気装置、警
報装置及び走行に
関する附属装置の
構造及び取扱いの
方法 

2 時
間 

小型車両系
建設機械(解
体用)の作業
に関する装

小型車両系建設機
械(解体用)の種類
及び用途 作業装
置及び作業に関す

2.5
時間 

 

59 コマツ教習所（https://www.komatsu-

kyoshujo.co.jp/KkjReservation/Subjects

置の構造、取
扱い及び作
業方法に関
する知識 

る附属装置の構造
及び取扱いの方法 
小型車両系建設機
械(解体用)による
一般的作業方法 

小型車両系
建設機械(解
体用)の運転
に必要な一
般的事項に
関する知識 

小型車両系建設機
械(解体用)の運転
に必要な力学 コ
ンクリート造、鉄
骨造又は木造の工
作物等の種類及び
構造 建設施工の
方法 

1.5
時間 

関係法令 法、令及び安衛則
中の関係条項 

1 時
間 

実技教育 
科目 範囲 教育

時間 
小型車両系
建設機械(解
体用)の走行
の操作 

基本操作 定めら
れたコースによる
基本走行及び応用
走行 

4 時
間 

小型車両系
建設機械(解
体用)の作業
のための装
置の操作 

基本操作 定めら
れた方法による基
本施工及び応用施
工 

3 時
間 

 
（16）令別表第 7 第 3 号に掲げる機械で、
動力を用い、かつ、不特定の場所に自走でき
るもの以外のものの運転の業務（9 号の 2） 
 
（昭 52 労告 117・追加、平 2 労告 54・

/special/CourseDetailSpecialSmallVehic

lesBreaker.aspx） 
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旧第 11 条の 3繰下） 
特別教育に必要な学科教育および実技教

育の科目および範囲・時間は、それぞれ以下
の表のとおりである。 

 
教育科目と時間 

学科教育 
科目 範囲 教育

時間 
基礎工事用
建設機械に
関する知識 

基礎工事用建設機
械（安衛則第 36 条
第 9号の 2の機械を
いう。以下同じ。）
の種類及び用途 
基礎工事用建設機
械の原動機、動力伝
達装置、作業装置、
巻上げ装置、ブレー
キ、電気装置、警報
装置及び附属装置
の構造及び取扱い
方法 

4 時
間 

基礎工事用
建設機械の
運転に必要
な一般的事
項に関する
知識 

基礎工事用建設機
械の運転に必要な
力学及び土質工学 
土木施工の方法 
ワイヤロープ及び
補助具 

2 時
間 

関係法令 法、令及び安衛則中
の関係条項 

1 時
間 

実技教育 
科目 範囲 教育

時間 
基礎工事用
建設機械の
運転 

基本操作  定めら
れた方法による基
本施工及び応用施

4 時
間 

工 
基礎工事用
建設機械の
運転のため
の合図 

手、小旗等を用いて
行う合図 

1 時
間 

 
 
（17）令別表第７第３号に掲げる機械で、
動力を用い、かつ、不特定の場所に自走でき
るものの作業装置の操作（車体上の運転者
席における操作を除く。）の業務（9号の 3） 
 
昭 52 労告 117・追加、平 2 労告 54・旧

第 11 条の 4 繰下 
特別教育に必要な学科教育および実技教

育の科目および範囲・時間は、それぞれ以下
の表のとおりである。 
 
教育科目と時間 

学科教育 
科目 範囲 教育

時間 
車両系建設
機械（基礎工
事用）の作業
装置に関す
る知識 

車両系建設機械
（基礎工事用）（安
衛則第 36条第 9号
の 3の機械をいう。
以下同じ。）の作業
装置の種類及び用
途 作業装置の構
造及び取扱い方法 

3 時
間 

車両系建設
機械（基礎工
事用）の作業
装置の操作
のために必
要な一般的

車両系建設機械
（基礎工事用）の
作業装置の操作の
ために必要な力学
及び土質工学 土
木施工の方法 ワ

1 時
間 
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事項に関す
る知識 

イヤロープ及び補
助具 

関係法令 法、令及び安衛則
中の関係条項 

1 時
間 

実技教育 
科目 範囲 教育

時間 
車両系建設
機械（基礎工
事用）の作業
装置の操作 

基本操作 定めら
れた方法による基
本施工及び応用施
工 

3 時
間 

車両系建設
機械（基礎工
事用）の運転
のための合
図 

手、小旗等を用い
て行う合図 

1 時
間 

 
 
（18）令別表第 7 第 4 号に掲げる機械で、
動力を用い、かつ、不特定の場所に自走でき
るものの運転（道路上を走行させる運転を
除く。）の業務（10 号） 
 
令別表第 7 の 4 号（締固め用機械）に定

める以下の１，２の運転業務に必要な学科
教育および実技教育は以下のとおりである。 
１．ローラー 
２．１に掲げる機械に類するものとして厚
生労働省令で定める機械 
 

 

60  酒 井 重 工 業 株 式 会 社

（ https://www.sakainet.co.jp/products/

 
ローラー60 

 
特別教育に必要な学科教育の科目および

範囲・時間は、それぞれ以下の表のとおりで
ある。また、実技教育は、ローラーの運転方
法について 4時間以上行なうものとする。 
 
教育科目と時間 

学科教育 
科目 範囲 教育

時間 
ローラー（安
衛則第 36 条
第 10 号の機
械をいう。以
下同じ。）に関
する知識 

ローラーの種類
及び用途  ロー
ラーの動力伝達
装置、作業装置、
かじ取り装置、ブ
レーキ、電気装
置、警報装置及び
附属装置の構造
及び取扱いの方
法 

4 時
間 

ローラーの運
転に必要な一
般的事項に関
する知識 

運転に必要な力
学  ローラーに
よる施工方法 

1 時
間 

asphalt_roller/sw654.html） 
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関係法令 法、令及び安衛則
中の関係条項 

1 時
間 

 
（19）表第 7 第 5 号に掲げる機械の作業装
置の操作の業務（10 号の 2） 
 
令別表第 7 の 5 号（コンクリート打設用機
械）に定める以下の１，２の運転業務に必要
な学科教育および実技教育は以下のとおり
である。 
１．コンクリートポンプ車 
２．１に掲げる機械に類するものとして厚
生労働省令で定める機械 

 
コンクリートポンプ車 61 

 
特別教育に必要な学科教育および実技教

育の科目および範囲・時間は、それぞれ以下
の表のとおりである。 
 
教育科目と時間 

学科教育 
科目 範囲 教育

時間 

 

61  レ ス ポ ン ス

（ https://response.jp/article/2019/10/

車両系建設
機械（コンク
リート打設
用）の作業装
置に関する
知識 

車両系建設機械
（コンクリート打
設用）（安衛則第 36
条第 10号の 2の機
械をいう。以下同
じ。）の作業装置の
種類及び用途作業
装置の構造及び取
扱いの方法 

4 時
間 

車両系建設
機械（コンク
リート打設
用）の作業装
置の操作の
ために必要
な一般的事
項に関する
知識 

車両系建設機械
（コンクリート打
設用）の作業装置
の操作のために必
要な力学 コンク
リートの種類及び
性質 コンクリー
ト打設の方法 

2 時
間 

関係法令 法、令及び安衛則
中の関係条項 

1 時
間 

実技教育 
科目 範囲 教育

時間 
車両系建設
機械（コンク
リート打設
用）の作業装
置の操作 

基本操作 応用操
作 

4 時
間 

車両系建設
機械（コンク
リート打設
用）の運転の
ための合図 

手、小旗等を用い
て行う合図 

1 時
間 

08/327366.html） 
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（20）ボーリングマシンの運転の業務（10
号の 3） 
 
（平二労告五四・追加） 
特別教育に必要な学科教育および実技教

育の科目および範囲・時間は、それぞれ以下
の表のとおりである。 
 
教育科目と時間 

学科教育 
科目 範囲 教育

時間 
ボーリング
マシンに関
する知識 

ボーリングマシン
の種類及び用途 
ボーリングマシン
の原動機、動力伝
達装置、作業装置、
巻上げ装置及び附
属装置の構造及び
取扱いの方法 

4 時
間 

ボーリング
マシンの運
転に必要な
一般的事項
に関する知
識 

ボーリングマシン
の運転に必要な力
学及び土質工学 
土木施工の方法 
ワイヤロープ及び
補助具 

2 時
間 

関係法令 法、令及び安衛則
中の関係条項 

1 時
間 

実技教育 
科目 範囲 教育

時間 
ボーリング
マシンの運
転 

基本操作 定めら
れた方法による基
本施工及び応用施
工 

4 時
間 

ボーリング
マシンの運
転のための
合図 

手、小旗等を用い
て行う合図 

1 時
間 

 
 
（21）建設工事の作業を行う場合における、
ジャッキ式つり上げ機械（複数の保持機構
（ワイヤロープ等を締め付けること等によ
つて保持する機構をいう。以下同じ。）を有
し、当該保持機構を交互に開閉し、保持機構
間を動力を用いて伸縮させることにより荷
のつり上げ、つり下げ等の作業をワイヤロ
ープ等を介して行う機械をいう。以下同じ。）
の調整又は運転の業務（10 の 4号） 
 
 
（平一一労告一三六・追加） 
特別教育に必要な学科教育の科目および

範囲・時間は、それぞれ以下の表のとおりで
ある。また、実技教育は、ジャッキ式つり上
げ機械の調整及び運転の方法について 4 時
間以上行うものとする。 
 
教育科目と時間 

学科教育 
科目 範囲 教育

時間 
ジャッキ式
つり上げ機
械に関する
知識 

ジャッキ式つり上
げ機械（安衛則第三
十六条第十号の四
の機械をいう。以下
同じ。）の種類及び
用途、保持機構、ワ
イヤロープ等、作動
装置、制御装置、同

3 時
間 
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時開放防止機構等
の安全装置の構造
及び取扱いの方法 
ジャッキ式つり上
げ機械の据付け方
法 

ジャッキ式
つり上げ機
械の調整又
は運転に必
要な一般的
事項に関す
る知識 

ジャッキ式つり上
げ機械の調整又は
運転に必要な力学 
調整方法  合図方
法 

2 時
間 

関係法令 法、令及び安衛則中
の関係条項 

1 時
間 

 
 
（22）作業床の高さ（令第十条第四号の作
業床の高さをいう。）が十メートル未満の高
所作業車（令第十条第四号の高所作業車を
いう。以下同じ。）の運転（道路上を走行さ
せる運転を除く。）の業務（10 の 5 号） 
 
平二労告五四・全改、平一一労告一三六・

一部改正 
特別教育に必要な学科教育および実技教

育の科目および範囲・時間は、それぞれ以下
の表のとおりである。 
 
教育科目と時間 

学科教育 
科目 範囲 教育

時間 
高所作業車
の作業に関
する装置の

高所作業車（安衛則
第三十六条第十号
の五の機械をいう。

3 時
間 

構造及び取
扱いの方法
に関する知
識 

以下同じ。）の種類
及び用途  作業装
置及び作業に関す
る附属装置の構造
及び取扱いの方法 

原動機に関
する知識 

内燃機関の構造及
び取扱いの方法 
動力伝達装置及び
走行装置の種類 

1 時
間 

高所作業車
の運転に必
要な一般的
事項に関す
る知識 

高所作業車の運転
に必要な力学  感
電による危険性 

1 時
間 

関係法令 法、令及び安衛則中
の関係条項 

1 時
間 

実技教育 
科目 範囲 教育

時間 
高所作業車
の作業のた
めの装置の
操作 

高所作業車の作業
のための装置の操
作 

3 時
間 

 
 
 
（23）動力により駆動される巻上げ機（電
気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以
外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除
く。）の運転の業務（11 号） 
 
平二労告五四・全改 
特別教育に必要な学科教育および実技教

育の科目および範囲・時間は、それぞれ以下
の表のとおりである。 
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教育科目と時間 
学科教育 

科目 範囲 教育
時間 

巻上げ機に
関する知識 

巻上げ機（安衛則第
三十六条第十一号
の機械をいう。以下
同じ。）の原動機、
ブレーキ、クラッ
チ、巻胴、逆転防止
装置、動力伝達装
置、電気装置、信号
装置、連結器材、安
全装置、各種計器及
び巻上用ワイヤロ
ープの構造及び取
扱いの方法  巻上
げ機の据付方法 

3 時
間 

巻上げ機の
運転に必要
な一般的事
項に関する
知識 

合図方法、荷掛方
法、連結方法、点検
方法 

2 時
間 

関係法令 法、令及び安衛則中
の関係条項 

1 時
間 

実技教育 
科目 範囲 教育

時間 
巻上げ機の
運転 

巻上げ機の運転 3 時
間 

荷掛け及び
合図 

荷掛け及び合図 1 時
間 

 
 
（24）削除（12 号） 
 

（25）令第 15 条第 1 項第 8 号（動力車及び

動力により駆動される巻上げ装置で、軌条により

人又は荷を運搬する用に供されるもの）に掲げる
機械等（巻上げ装置を除く。）の運転の業務
（13 号） 
 
特別教育に必要な学科教育および実技教

育の科目および範囲・時間は、それぞれ以下
の表のとおりである。 
 
 
教育科目と時間 

学科教育 
科目 範囲 教育

時間 
動力車（安衛
則第三十六条
第十三号の機
械等をいう。
以下同じ。）の
構造に関する
知識 

動力車の種類及
び用途  動力車
の原動機、動力伝
達装置、制御装
置、ブレーキ、台
車、連結装置、電
気装置、逸走防止
装置、安全装置及
び計器の構造及
び取扱いの方法 

3 時
間 

軌道に関する
知識 

軌条  まくら木 
道床  分岐及び
てつさ  逸走防
止装置 

1 時
間 

動力車の運転
に関する知識 

信号装置  合図
及び誘導の方法 
車両の連結の方
法 

1 時
間 

関係法令 法、令及び安衛則
中の関係条項 

1 時
間 

実技教育 
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科目 範囲 教育
時間 

動力車の運転 動力車の運転 3 時
間 

車両の連結及
び合図 

車両の連結及び
合図 

1 時
間 

 
 
（26）小型ボイラー（令第 1 条第 4 号の小
型ボイラーをいう。以下同じ。）の取扱いの
業務（14 号） 
 
特別教育に必要な学科教育および実技教

育の科目および範囲・時間は、それぞれ以下
の表のとおりである。 
 
教育科目と時間 

学科教育 
科目 範囲 教育

時間 
ボイラーの
構造に関す
る知識 

熱及び蒸気 小型
ボイラーの種類 
主要部分の構造 

2 時
間 

ボイラーの
付属品に関
する知識 

安全装置 圧力計 
水面測定装置 給
水装置 吹出装置 
自動制御装置 

2 時
間 

燃料及び燃
焼に関する
知識 

燃料の種類 燃焼
方法及び燃焼装置 
通風装置 

2 時
間 

関係法令 法、令及び安衛則
中の関係条項 

1 時
間 

実技教育 
科目 範囲 教育

時間 
小型ボイラ 点火及び燃焼の調 3 時

ーの運転及
び保守 

整 運転中の留意
事項 吹出し 運
転の停止及び停止
後の処置 

間 

小型ボイラ
ーの点検 

運転開始前の点検 
使用中における異
常状態及びこれに
対する処置の方法 
清掃の方法 

1 時
間 

 
 
（27）次に掲げるクレーン（移動式クレー
ン（令第一条第八号の移動式クレーンをい
う。以下同じ。）を除く。以下同じ。）の運
転の業務（15 号） 
イ つり上げ荷重が五トン未満のクレーン 
ロ つり上げ荷重が五トン以上の跨こ線テ
ルハ 

 
特別教育に必要な学科教育の科目および

範囲・時間は、それぞれ以下の表のとおりで
ある。 
 
教育科目と時間 

学科教育 
科目 範囲 教育

時間 
移動式クレ
ーンに関す
る知識 

種類及び型式主要
構造部分 作動装
置 安全装置 ブ
レーキ機能 取扱
い方法 

3 時
間 

原動機及び
電気に関す
る知識 

内燃機関 蒸気機
関 油圧駆動装置 
感電による危険性 

3 時
間 

移動式クレ 力（合成、分解、つ 2 時
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ーンの運転
のために必
要な力学に
関する知識 

り合い及びモーメ
ント） 重心 荷
重  ワイヤロー
プ、フック及びつ
り具の強さ ワイ
ヤロープの掛け方
との関係 

間 

関係法令 法、令及び安衛則
中の関係条項 

1 時
間 

実技教育 
科目 範囲 教育

時間 
クレーンの
運転 

重量の確認 荷の
つり上げ 定めら
れた経路による運
搬 荷の卸し 

3 時
間 

クレーンの
運転のため
の合図 

合図の方法 1 時
間 

 
 
（28）つり上げ荷重が一トン未満の移動式
クレーンの運転（道路上を走行させる運転
を除く。）の業務（16 号） 
 
（29）つり上げ荷重が五トン未満のデリツ
クの運転の業務（17 号） 
 
（30）建設用リフトの運転の業務（18 号） 
 
（31）つり上げ荷重が一トン未満のクレー
ン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛け
の業務（19 号） 
 
（32）ゴンドラの操作の業務（20 号） 
（33）作業室及び気こう室へ送気するため

の空気圧縮機を運転する業務（20 の 2 号） 
 
（34）高圧室内作業に係る作業室への送気
の調節を行うためのバルブ又はコツクを操
作する業務（21 号） 
 
（35）気こう室への送気又は気こう室から
の排気の調整を行うためのバルブ又はコツ
クを操作する業務（22 号） 

 
 
（36）潜水作業者への送気の調節を行うた
めのバルブ又はコツクを操作する業務（23
号） 
 
（37）再圧室を操作する業務（24 号） 
 
（38）高圧室内作業に係る業務（24の2号） 
 
（39）令別表第五に掲げる四アルキル鉛等
業務（25 号） 
 
教育科目と時間 

学科教育 
科目 範囲 教育

時間 
四アルキル
鉛の毒性 

四アルキル鉛の性
状 四アルキル鉛
中毒の病理及び症
状 

1 時
間 

作業の方法 四アルキル鉛等業
務に係るドラムか
ん及び設備の取扱
い方法 

1 時
間 

保護具の使
用方法 

四アルキル鉛等業
務に係る保護具の

1 時
間 
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種類、性能及び使
用方法 

洗身等清潔
の保持の方
法 

洗身、保護具の洗
浄および身体等の
清潔の保持の方法 

1 時
間 

事故の場合
の退避及び
救急処置の
方法 

合図又は警報の内
容及び退避の場所 
除毒済、拡散防止
剤及び補修剤の使
用方法 

1 時
間 

その他四ア
ルキル鉛中
毒の防止に
関し必要な
事項 

法、令、規則及び四
アルキル鉛中毒予
防規則中の関係条
項 四アルキル鉛
中毒を防止するた
め当該業務につい
て必要な事項 

1 時
間 

 
 
 
（40）令別表第六に掲げる酸素欠乏危険場
所における作業に係る業務（26 号） 
 
（41）特殊化学設備の取扱い、整備及び修
理の業務（令第 20 条第 5号に規定する第一
種圧力容器の整備の業務を除く。）（27 号） 
 
昭四九労告三七・追加 
特別教育に必要な学科教育および実技教

育の科目および範囲・時間は、それぞれ以下
の表のとおりである。 
 
教育科目と時間 

学科教育 
科目 範囲 教育

時間 
危険物及び化
学反応に関す
る知識 

危険物の種類、性
状 及 び 危 険 性 
化学反応の概要 
発熱反応等の危
険性 

3 時
間 

特 殊 化 学設
備、特殊化学
設備の配管及
び特殊化学設
備の附属設備
（以下「特殊
化学設備等」
という。）の構
造に関する知
識 

特殊化学設備の
種 類 及 び 構 造 
計測装置、制御装
置、安全装置等の
構造  特殊化学
設備用材料 

3 時
間 

特殊化学設備
等の取扱いの
方法に関する
知識 

使用開始時の取
扱い方法  使用
中の取扱い方法 
使用休止時の取
扱い方法  点検
及び検査の方法 
停電時等の異常
時における応急
の処置 

3 時
間 

特殊化学設備
等の整備及び
修理の方法に
関する知識 

整備及び修理の
手順  通風及び
換気  保護具の
着用 ガス検知 

3 時
間 

関係法令 法、令、安衛則及
びボイラー及び
圧力容器安全規
則（昭和四十七年
労働省令第三十
三号）中の関係条
項 

1 時
間 
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実技教育 
科目 備考 教育

時間 
特殊化学設備
等の取扱い 

特殊化学設備の
整備又は修理の
業務のみを行う
者は本科目の教
育を行わなくて
もよい。 

10
時間 

特殊化学設備
等の整備及び
修理 

 5 時
間 

 
 
（42）エツクス線装置又はガンマ線照射装
置を用いて行う透過写真の撮影の業務（28
号） 
 
教育科目と時間 

学科教育 
科目 範囲 教育

時間 
透過写真の
撮影の作業
の方法 

作業の手順  電離
放射線の測定  被
ばく防止の方法 
事故時の措置 

1.5
時間 

エックス線
装置又はガ
ンマ線照射
装置の構造
及び取扱い
の方法 

エックス線装置を
用いて透過写真の
撮影の業務を行う
者にあっては、次に
掲げるもの 
 
エックス線装置の
原理  エックス線
装置のエックス線
管、高電圧発生器及

1.5
時間 

び制御器の構造及
び機能  エックス
線装置の操作及び
点検 
ガンマ線照射装置
を用いて透過写真
の撮影の業務を行
う者にあっては、次
に掲げるもの 
 
ガンマ線照射装置
の種類及び形式 
線源容器の構造及
び機能  放射線源
送出し装置又は放
射線源の位置を調
整する遠隔操作装
置の構造及び機能 
放射線源の構造及
び放射性物資の性
質  ガンマ線照射
装置の操作及び点
検 

1.5
時間 

電離放射線
の生態に与
える影響 

電離放射線の種類
及び性質  電離放
射線が生体の細胞、
組織、器官及び全身
に与える影響 

0.5
時間 

関係法令 法、令、規則及び電
離放射線障害防止
規則中の関係条項 

1 時
間 

 
 
（43）加工施設（核原料物質、核燃料物質
及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十
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二年法律第百六十六号）第十三条第二項第
二号に規定する加工施設をいう。）、再処理
施設（同法第四十四条第二項第二号に規定
する再処理施設をいう。）又は使用施設等
（同法第五十二条第二項第十号に規定する
使用施設等（核原料物質、核燃料物質及び原
子炉の規制に関する法律施行令（昭和三十
二年政令第三百二十四号）第四十一条に規
定する核燃料物質の使用施設等に限る。）を
いう。）の管理区域（電離放射線障害防止規
則（昭和四十七年労働省令第四十一号。以下
「電離則」という。）第三条第一項に規定す
る管理区域をいう。次号において同じ。）内
において核燃料物質（原子力基本法（昭和三
十年法律第百八十六号）第三条第二号に規
定する核燃料物質をいう。次号において同
じ。）若しくは使用済燃料（核原料物質、核
燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第
二条第十項に規定する使用済燃料をいう。
次号において同じ。）又はこれらによつて汚
染された物（原子核分裂生成物を含む。次号
において同じ。）を取り扱う業務（28 の 2
号） 
 
（44）原子炉施設（核原料物質、核燃料物
質及び原子炉の規制に関する法律第二十三
条第二項第五号に規定する試験研究用等原
子炉施設及び同法第四十三条の三の五第二
項第五号に規定する発電用原子炉施設をい
う。）の管理区域内において、核燃料物質若
しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染
された物を取り扱う業務（28 の 3号） 
 
（45）東日本大震災により生じた放射性物
質により汚染された土壌等を除染するため
の業務等に係る電離放射線障害防止規則

（平成二十三年厚生労働省令第百五十二号。
以下「除染則」という。）第二条第七項第二
号イ又はロに掲げる物その他の事故由来放
射性物質（平成二十三年三月十一日に発生
した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発
電所の事故により当該原子力発電所から放
出された放射性物質をいう。）により汚染さ
れた物であつて、電離則第二条第二項に規
定するものの処分の業務（28 の 4号） 
 
特別教育に必要な学科教育および実技教

育の科目および範囲・時間は、それぞれ以下
の表のとおりである。 
 
教育科目と時間 

学科教育 
科目 

電離放射線の
生命に与える
影響及び被ば
く線量の管理
の方法に関す
る知識 

範囲 教育
時間 

除染等業務を行う
者（除染則第二条
第八項に規定する
平均空間線量率が
二 .五マイクロシ
ーベルト毎時以下
の場所においての
み同条第七項第三
号に規定する特定
汚染土壌等取扱業
務（以下単に「特
定汚染土壌等取扱
業務」という。）
を行う者（以下「線
量管理外特定汚染
土壌等取扱事業
者」という。）を
除く。）にあって

1 時
間 
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は、次に掲げるも
の 
電離放射線の種類
及び性質 電離放
射線が生体の細
胞、組織、器官及
び全身に与える影
響 被ばく線量測
定の方法 被ばく
線量測定の結果の
確認及び記録等の
方法 
 
 
線量管理外特定汚
染土壌等取扱事業
者にあっては、次
に掲げるもの 
電離放射線の種類
及び性質 電離放
射線が生体の細
胞、組織、器官及
び全身に与える影
響 被ばく限度 

1 時
間 

除染等作業の
方法に関する
知識 

土壌等の除染等の
業務を行う者にあ
っては、次に掲げ
るもの 
土壌等の除染等の
業務に係る作業の
方法及び順序 放
射線測定の方法 
外部放射線による
線量当量率の監視
の方法 汚染防止
措置の方法 身体

1 時
間 

等の汚染の状態の
検査及び汚染の除
去の方法 保護具
の性能及び使用方
法 異常な事態が
発生した場合にお
ける応急の措置の
方法 
除去土壌の収集、
運搬又は保管に係
る業務（以下「除
去土壌の収集等に
係る業務」とい
う。）を行う者に
あっては、次に掲
げるもの 
除去土壌の収集等
に係る業務に係る
作業の方法及び順
序 放射線測定の
方法 外部放射線
による線量当量率
の監視の方法 汚
染防止措置の方法 
身体等の汚染の状
態の検査及び汚染
の除去の方法 保
護具の性能及び使
用方法 異常な事
態が発生した場合
における応急の方
法 

1 時
間 

汚染廃棄物の収
集、運搬又は保管
に係る業務（以下
「汚染廃棄物の収

1 時
間 
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集等に係る業務」
という。）を行う
者にあっては、次
に掲げるもの 
汚染廃棄物の収集
等に係る業務に係
る作業の方法及び
順序 放射線測定
の方法 外部放射
線による線量当量
率の監視の方法 
汚染防止措置の方
法 身体等の汚染
の状態の検査及び
汚染の除去の方法 
保護具の性能及び
使用方法 異常な
事態が発生した場
合における応急の
措置の方法 
 
 
特定汚染土壌等取
扱業務を行う者
（線量管理外特定
汚染土壌等取扱事
業者を除く。）に
あっては、次に掲
げるもの 
特定汚染土壌等取
扱業務に係る作業
の方法及び順序 
放射線測定の方法 
外部放射線による
線量当量率の監視
の方法 汚染防止

1 時
間 

措置の方法 身体
等の汚染の状態の
検査及び汚染の除
去の方法 保護具
の性能及び使用方
法 異常な事態が
発生した場合にお
ける応急の措置の
方法 
線量管理外特定汚
染土壌等取扱事業
者にあっては、次
に掲げるもの 
特定汚染土壌等取
扱業務に係る作業
の方法及び順序 
放射線測定の方法 
汚染防止措置の方
法 身体等の汚染
の状態の検査及び
汚染の除去の方法 
保護具の性能及び
使用方法 異常な
事態が発生した場
合における応急の
措置の方法 

1 時
間 

除染等作業に
使用する機械
等の構造及び
取扱いの方法
に関する知識
（特定汚染土
壌等に取扱業
務に労働者を
就かせるとき
は、特定汚染

土壌等の除染等の
業務を行う者にあ
っては、次に掲げ
るもの 
土壌等の除染等の
業務に係る作業に
使用する機械等の
構造及び取扱いの
方法 
 

1 時
間 
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土壌等取扱作
業に使用する
機械等の名称
及び用途に関
する知識に限
る。） 

除去土壌の収集等
に係る業務を行う
者にあっては、次
に掲げるもの 
除去土壌の収集等
に係る業務に係る
作業に使用する機
械等の構造及び取
扱いの方法 

1 時
間 

汚染廃棄物の収集
等に係る業務を行
う者にあっては、
次に掲げるもの 
汚染廃棄物の収集
等に係る業務に係
る作業に使用する
機械等の構造及び
取扱いの方法 

1 時
間 

特定汚染土壌等取
扱業務を行う者に
あっては、当該業
務に係る作業に使
用する機械等の名
称及び用途 

30
分 

関係法令 法、令、安衛則及
びボイラー及び圧
力容器安全規則
（昭和四十七年労
働省令第三十三
号）中の関係条項 

1 時
間 

実技教育 
科目 備考 教育

時間 
除染等作業の
方法及び使用
する機械等の

土壌等の除染の業
務を行う者にあっ
ては、次に掲げる

1 時
間
30

取扱い（特定
汚染土壌等取
扱業務に労働
者を就かせる
ときは、特定
汚染土壌等取
扱作業の方法
に限る。） 

もの 
土壌等の除染等の
業務に係る作業 
放射線測定器の取
扱い 外部放射線
による線量当量率
の監視 汚染防止
措置 身体等の汚
染の状態の検査及
び汚染の除去 保
護具の取扱い 土
壌等の除去等の業
務に係る作業に使
用する機械等の取
扱い 

分 

除去土壌の収集等
に係る業務を行う
者にあっては、次
に掲げるもの 
除去土壌の収集等
に係る業務に係る
作業 放射線測定
器の取扱い 外部
放射線による線量
当量率の監視 汚
染防止措置 身体
等の汚染の状態の
検査及び汚染の除
去 保護具の取扱
い 除去土壌の収
集等に係る業務に
係る作業に使用す
る機械等の取扱い 

1 時
間
30
分 

汚染廃棄物の収集
等に係る業務を行
う者にあっては、

1 時
間
30
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次に掲げるもの 
汚染廃棄物の収集
等に係る業務に係
る作業 放射線測
定器の取扱い 外
部放射線による線
量当量率の監視 
汚染防止措置 身
体等の汚染の状態
の検査及び汚染の
除去 保護具の取
扱い 汚染廃棄物
の収集等に係る業
務に係る作業に使
用する機械等の取
扱い 

分 

 特定汚染土壌等取
扱業務を行う者
（線量管理外特定
汚染土壌等取扱事
業者を除く。）に
あっては、次に掲
げるもの 
特定汚染土壌等取
扱業務に係る作業 
放射線測定器の取
扱い 外部放射線
による線量当量率
の監視 汚染防止
措置 身体等の汚
染の状態の検査及
び汚染の除去 保
護具の取扱い 

1 時
間 

 線量管理外特定汚
染土壌等取扱事業
者にあっては、次

1 時
間 

に掲げるもの 
特定汚染土壌等取
扱業務に係る作業 
放射線測定器の取
扱い 汚染防止措
置 身体等の汚染
の状態の検査及び
汚染の除去 保護
具の取扱い 

 
 
（46）電離則第七条の二第三項の特例緊急
作業に係る業務（28 の 5号） 
 
（47）粉じん障害防止規則（昭和五十四年
労働省令第十八号。以下「粉じん則」とい
う。）第二条第一項第三号の特定粉じん作業
（設備による注水又は注油をしながら行う
粉じん則第三条各号に掲げる作業に該当す
るものを除く。）に係る業務（29 号） 
 
（48）ずい道等の掘削の作業又はこれに伴
うずり、資材等の運搬、覆工のコンクリート
の打設等の作業（当該ずい道等の内部にお
いて行われるものに限る。）に係る業務（30
号） 
 
昭五六労告三六・追加 
特別教育に必要な学科教育の科目および

範囲・時間は、それぞれ以下の表のとおりで
ある。なお、本業務は学科教育のみで実技教
育はない。 
 
教育科目と時間 

学科教育 
科目 範囲 教育
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時間 
掘削、覆工等
に関する知
識 

掘削工法の概要 
坑内における作業
の種類 地質の種
類及び性質 

1.5
時間 

工事用設備
に関する知
識 

掘削設備 ずり積
み設備 運搬設備 
覆工設備 

1.5
時間 

労働災害の
防止に関す
る知識 

落盤又は 肌
はだ
落ち

の防止のための措
置 爆発又は火災
の防止のための措
置 工事用設備に
よる労働災害の防
止のための措置 
作業環境改善の方
法 事故発生時の
措置 保護具の使
用方法 

3 時
間 

関係法令 法、令及び安衛則
中の関係条項 

1 時
間 

 
（49）マニプレータ及び記憶装置（可変シ
ーケンス制御装置及び固定シーケンス制御
装置を含む。以下この号において同じ。）を
有し、記憶装置の情報に基づきマニプレー
タの伸縮、屈伸、上下移動、左右移動若しく
は旋回の動作又はこれらの複合動作を自動
的に行うことができる機械（研究開発中の
ものその他厚生労働大臣が定めるものを除
く。以下「産業用ロボツト」という。）の可
動範囲（記憶装置の情報に基づきマニプレ
ータその他の産業用ロボツトの各部の動く
ことができる最大の範囲をいう。以下同じ。）
内において当該産業用ロボツトについて行

うマニプレータの動作の順序、位置若しく
は速度の設定、変更若しくは確認（以下「教
示等」という。）（産業用ロボツトの駆動源
を遮断して行うものを除く。以下この号に
おいて同じ。）又は産業用ロボツトの可動範
囲内において当該産業用ロボツトについて
教示等を行う労働者と共同して当該産業用
ロボツトの可動範囲外において行う当該教
示等に係る機器の操作の業務（31 号） 
 
昭五八労告四九・追加 
特別教育に必要な学科教育および実技教

育の科目および範囲・時間は、それぞれ以下
の表のとおりである。 
 
教育科目と時間 

学科教育 
科目 範囲 教育

時間 
産業用ロボ
ツトに関す
る知識 

産業用ロボツトの
種類、各部の機能
及び取扱いの方法 

2 時
間 

産業用ロボ
ツトの教示
等の作業に
関する知識 

教示等の作業の方
法 教示等の作業
の危険性 関連す
る機械等との連動
の方法 

4 時
間 

関係法令 法、令及び安衛則
中の関係条項 

1 時
間 

実技教育 
科目 教育

時間 
産業用ロボツトの操作の方法 1 時

間 
産業用ロボツトの教示等の作業
の方法 

2 時
間 
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（50）産業用ロボツトの可動範囲内におい
て行う当該産業用ロボツトの検査、修理若
しくは調整（教示等に該当するものを除く。）
若しくはこれらの結果の確認（以下この号
において「検査等」という。）（産業用ロボ
ツトの運転中に行うものに限る。以下この
号において同じ。）又は産業用ロボツトの可
動範囲内において当該産業用ロボツトの検
査等を行う労働者と共同して当該産業用ロ
ボツトの可動範囲外において行う当該検査
等に係る機器の操作の業務（32 号） 
昭五八労告四九・追加 
産業用ロボツトの検査等の業務に係る特

別教育に必要な学科教育および実技教育の
科目および範囲・時間は、それぞれ以下の表
のとおりである。 
 
教育科目と時間 

学科教育 
科目 範囲 教育

時間 
産業用ロボ
ツトに関す
る知識 

産業用ロボツトの
種類、制御方式、駆
動方式、各部の構
造及び機能並びに
取扱いの方法 制
御部品の種類及び
特性 

4 時
間 

産業用ロボ
ツトの検査
等の作業に
関する知識 

検査等の作業の方
法 検査等の作業
の危険性 関連す
る機械等との連動
の方法 

4 時
間 

関係法令 法、令及び安衛則 1 時

中の関係条項 間 
実技教育 
科目 教育

時間 
産業用ロボツトの操作の方法 1 時

間 
産業用ロボツトの検査等の作業
の方法 

3 時
間 

 
（51）自動車（二輪自動車を除く。）用タイ
ヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機
を用いて当該タイヤに空気を充てんする業
務（33 号） 
 
平二労告五四・追加 
特別教育に必要な学科教育および実技教

育の科目および範囲・時間は、それぞれ以下
の表のとおりである。 
 
教育科目と時間 

学科教育 
科目 範囲 教育

時間 
タイヤ及び
その組込み
に関する知
識 

自動車（二輪自動車
を除く。）用タイヤ
（以下「タイヤ」と
いう。）の種類及び
構造  タイヤのリ
ムヘの組込み及び
その状況の点検の
方法 

2 時
間 

タイヤの空
気充てん作
業に関する
知識 

圧力調節装置の種
類、構造及び取扱い
の方法  空気圧縮
機を用いてタイヤ
に空気を充てんす

2 時
間 
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る方法  安全囲い
等の使用方法 

関係法令 法、令及び安衛則中
の関係条項 

1 時
間 

実技教育 
科目 範囲 教育

時間 
タイヤの組
込み 

タイヤのリムへの
組込み及びその状
況の点検 

2 時
間 

タイヤの空
気充てん 

圧力調節装置の操
作  空気圧縮機を
用いたタイヤへの
空気の充てん 

2 時
間 

 
 
（52）ダイオキシン類対策特別措置法施行
令（平成十一年政令第四百三十三号）別表第
一第五号に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃
棄物の焼却施設（第九十条第五号の四を除
き、以下「廃棄物の焼却施設」という。）に
おいてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻
を取り扱う業務（第三十六号に掲げる業務
を除く。）（34 号） 
 
（53）廃棄物の焼却施設に設置された廃棄
物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等
の業務（35 号） 
 
（54）廃棄物の焼却施設に設置された廃棄
物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業
務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その
他の燃え殻を取り扱う業務（36 号） 
 
平一三厚労告一八八・追加 
５２～５４（34～36 号）の業務に必要な

特別教育は学科教育により実施され、当該
教育の科目および範囲・時間は、以下の表の
とおりである。 
 
教育科目と時間 

学科教育 
科目 範囲 教育

時間 
ダイオキシ
ン類の有害
性 

ダイオキシン類の
性状 

0.5
時間 

作業の方法
及び事故の
場合の措置 

作業の手順 ダイ
オキシン類のばく
露を低減させるた
めの措置 作業環
境改善の方法 洗
身及び身体等の清
潔の保持の方法 
事故時の措置 

1.5
時間 

作業開始時
の設備の点
検 

ダイオキシン類の
ばく露を低減させ
るための設備につ
いての作業開始時
の点検 

0.5
時間 

保護具の使
用方法 

保護具の種類、性
能、洗浄方法、使用
方法及び保守点検
の方法 

1 時
間 

その他ダイ
オキシン類
のばく露の
防止に関し
必要な事項 

法、令及び安衛則
中の関係条項 ダ
イオキシン類のば
く露を防止するた
め当該業務につい
て必要な事項 

0.5
時間 
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（55）石綿障害予防規則（平成十七年厚生
労働省令第二十一号。以下「石綿則」とい
う。）第四条第一項に掲げる作業に係る業務
（37 号） 
 
石綿等が使用されている建築物、工作物又
は船舶の回対等の作業（石綿則 4 条 1 項 1
号）、[石綿則 10条 1項規定による]石綿等
の封じ込め又は囲い込みの作業（同項 2 号）
に係る業務に労働者を就かせるときは、以
下の特別教育を行わなければならない（石
綿則 27 条）。 
 
教育科目と時間 

学科教育 
科目 範囲 教育

時間 
石綿の有害
性 

石綿の性状  石綿
による疾病の病理
及び症状  喫煙の
影響 

0.5
時間 

石綿等の使
用状況 

石綿を含有する製
品の種類及び用途 
事前調査の方法 

1 時
間 

石綿等の粉
塵の発散を
抑制するた
めの措置 

建築物、工作物又は
船舶（鋼製の船舶に
限る。）の解体等の
作業の方法  湿潤
化の方法  作業場
の隔離の方法  そ
の他石綿等の粉じ
んの発散を抑制す
るための措置につ
いて必要な事項 

1 時
間 

保護具の使
用方法 

保護具の種類、性
能、使用方法及び管
理 

1 時
間 

その他石綿
等のばく露
の防止に関
し必要な事
項 

法、安衛令、安衛則
及び石綿障害予防
規則中の関係条項 
 石綿等による健
康障害を防止する
ため当該業務につ
いて必要な事項 

1 時
間 

 
 
（56）除染則第二条第七項の除染等業務及
び同条第八項の特定線量下業務（38 号） 
 
（57）足場の組立て、解体又は変更の作業
に係る業務（地上又は堅固な床上における
補助作業の業務を除く。）（39 号） 
 
平二七厚労告一一四・追加 
特別教育に必要な学科教育および実技教

育の科目および範囲・時間は、それぞれ以下
の表のとおりである。 
 
教育科目と時間 

学科教育 
科目 範囲 教育

時間 
足場及び作
業の方法に
関する知識 

足場の種類、材料、
構造及び組立図 
足場の組立て、解
体及び変更の作業
の方法 点検及び
補修 登り桟橋、
朝顔等の構造並び

3 時
間 
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にこれらの組立
て、解体及び変更
の作業の方法 

工事用設備、
機械、器具、
作業環境等
に関する知
識 

工事用設備及び機
械の取扱い 器具
及び工具 悪天候
時における作業の
方法 

0.5
時間 

労働災害の
防止に関す
る知識 

墜落防止のための
設備 落下物によ
る危険防止のため
の措置 保護具の
使用方法及び保守
点検の方法 感電
防止のための措置 
その他作業に伴う
災害及びその防止
方法 

1.5
時間 

関係法令 法、令及び安衛則
中の関係条項 

1 時
間 

 
（58）高さが二メートル以上の箇所であつ
て作業床を設けることが困難なところにお
いて、昇降器具（労働者自らの操作により上
昇し、又は下降するための器具であつて、作
業箇所の上方にある支持物にロープを緊結
してつり下げ、当該ロープに労働者の身体
を保持するための器具（第五百三十九条の
二及び第五百三十九条の三において「身体
保持器具」という。）を取り付けたものをい
う。）を用いて、労働者が当該昇降器具によ
り身体を保持しつつ行う作業（四十度未満
の斜面における作業を除く。以下「ロープ高
所作業」という。）に係る業務（40 号） 
 
平二七厚労告三四二・追加、平三〇厚労告

二四九・一部改正 
特別教育に必要な学科教育および実技教

育の科目および範囲・時間は、それぞれ以下
の表のとおりである。 
 
教育科目と時間 

学科教育 
科目 範囲 教育

時間 
ロープ高所
作業に関す
る知識 

ロープ高所作業
(安衛則第三十六
条第四十号に規定
するロープ高所作
業をいう。以下同
じ。)の方法 

1 時
間 

メインロー
プ等に関す
る知識 

メインロープ等
(安衛則第五百三
十九条の三第一項
に規定するメイン
ロープ等をいう。
以下同じ。)の種
類、構造、強度及び
取扱い方法 メイ
ンロープ等の点検
及び整備の方法 

1 時
間 

労働災害の
防止に関す
る知識 

墜落による労働災
害の防止のための
措置 墜落制止用
器具及び保護帽の
使用方法並びに保
守点検の方法 

1 時
間 

関係法令 法、令及び安衛則
中の関係条項 

1 時
間 

実技教育 
科目 範囲 教育

時間 
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ロープ高所
作業の方法、
墜落による
労働災害の
防止のため
の措置並び
に墜落制止
用器具及び
保護帽の取
扱い 

ロープ高所作業の
方法 墜落による
労働災害の防止の
ための措置 墜落
制止用器具及び保
護帽の取扱い 

2 時
間 

メインロー
プ等の点検 

メインロープ等の
点検及び整備の方
法 

1 時
間 

 
 
（59）高さが 2 メートル以上の箇所であつ
て作業床を設けることが困難なところにお
いて、墜落制止用器具（令第十三条第三項第
二十八号の墜落制止用器具をいう。第百三
十条の五第一項において同じ。）のうちフル
ハーネス型のものを用いて行う作業に係る
業務（前号に掲げる業務を除く。）（41号） 
 
特別教育に必要な学科教育および実技教

育の科目および範囲・時間は、それぞれ以下
の表のとおりである。 
 
教育科目と時間 

学科教育 
科目 範囲 教育

時間 
作業に関す
る知識 

作業に用いる設
備の種類、構造及
び 取 扱 い 方 法 
作業に用いる設
備の点検及び整

1 時
間 

備の方法  作業
の方法 

墜落制止用
器具(フルハ
ーネス型の
ものに限る。
以下この条
において同
じ。)に関す
る知識 

墜落制止用器具
のフルハーネス
及びランヤード
の種類及び構造 
墜落制止用器具
のフルハーネス
の 装 着 の 方 法 
墜落制止用器具
のランヤードの
取付け設備等へ
の取付け方法及
び選定方法  墜
落制止用器具の
点検及び整備の
方法  墜落制止
用器具の関連器
具の使用方法 

2 時
間 

労働災害の
防止に関す
る知識 

墜落による労働
災害の防止のた
めの措置  落下
物による危険防
止のための措置 
感電防止のため
の措置  保護帽
の使用方法及び
保守点検の方法 
事故発生時の措
置  その他作業
に伴う災害及び
その防止方法 

1 時
間 

関係法令 法、令及び安衛則
中の関係条項 

0.5
時間 

実技教育 
科目 範囲 教育
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時間 
墜落制止用
器具の使用
方法等 

墜落制止用器具
のフルハーネス
の 装 着 の 方 法 
墜落制止用器具
のランヤードの
取付け設備等へ
の 取 付 け 方 法 
墜落による労働
災害防止のため
の措置  墜落制
止用器具の点検
及び整備の方法 

1.5
時間 

 
 
１．３ 関連規定 
１．３．１ 法条 

(1)法 60 条の 2：事業者に対し、雇入れ時
および作業内容変更時の安全衛生教育に加
え、現に危険有害な業務に就いている労働
者が、従事している業務に関して、安全衛生
水準のさらなる向上を図るための安全衛生
教育を行うよう努めることを求める規定。 

(2)法 62 条：事業者に対し、中高年齢者
その他労働災害の防止のために、とくに就
業上の配慮が必要な者について、心身の条
件に応じた適正配置をすることを求める規
定（罰則なし）。 
 
１．４ 沿革 
１．４．１ 制度史 
 
工場法 〇工場法（明治 44 年 3 月

29 日法律第 46 号）には、
安全（衛生）教育等の規制
はない。 

労働基準法 〇労働基準法（昭和 22 年
4 月 7日法律第 49 号）は、
制定当初、第５章に「安全
及び衛生」を設け、第 50 条
に「使用者は、労働者を雇
い入れた場合においては、
その労働者に対して、当該
業務に関し必要な安全及
び衛生のための教育を施
さなければならない。」と
規定していた。 
 これは、労働災害におけ
る人的要因の排除を目的
に、使用者を名宛人とし
て、労働安全衛生教育の実
施を義務づけた規定であ
る。 
 
〇旧労働安全衛生規則（昭
和 22 年 10 月 31 日労働省
令第 9 号）は、第 5 条にお
いて、「使用者は、安全管
理者に對し、安全に關する
措置をなし得る權限を與
えなければならない。」と
定めたうえ、安全管理者が
行うべき業務を定める第 6
条第 3 号に「安全作業に關
する敎育及び訓練」が列挙
されていた。 
 安全教育の具体的内容
は、実際に当該事業場で使
用される機械・設備の安全
な使用法等が中心となる
ことから、使用者の実施責
任のもと、安全管理者に安
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全教育および訓練の権限
を付与したものと思われ
る。 
 

労働基準法
研究会第 3
小委員会報
告書 

労働基準法研究会内の第 3
小委員会が、昭和 46 年 7
月 13 日に労働省に提出し
た報告書には、今後の労働
安全衛生対策の具体的方
向性として、「（２）安全
衛生教育の充実強化」が挙
げられており、その具体的
内容として、次の 3点が列
挙されていた。 
 
イ 新技術導入時、職種転
換時などにおける教育の
実施 
ロ 教育内容の明確化 
ハ  職長教育などの明確
化 
 

  
労働者を雇入れたときの事業者の安全衛

生教育義務については、旧労働基準法第 50
条に定めがあったが、雇い入れ時以外の場
合については規定がなく 62、安全衛生規則
にも事業者が行うべき具体的な教育内容に
ついて詳細は定められていなかった。 
わが国の安全衛生規制は、明治以後、労働

者一般を対象に体系化されたものにはなっ
ておらず、工場法制定後も、鉱業法や商店法

 
62 井上浩『労働安全衛生法』（北樹出版、
1978 年（昭和 53 年））147 頁。 
63 寺西輝泰『労働安全衛生法違反の刑事責

など職域別に成立した制定法の中に保護規
定がばらばらに存在している状況であった
63。 
戦後になって、各法の労働者保護規定が

労働基準法の中に取り込まれたが、第 5 章
「安全及び衛生」に整理・統合された後も、
安全衛生教育について定めた第 50 条は、上
記のとおり簡素な規定にとどまっていた。
これは、労働者の心身の安全を確保するた
めの労働災害防止措置は、業界・業種で異な
り、教育内容も個別性の高いものにならざ
るを得ないためと考えられる。そのため、労
働者一般については、雇い入れ時の安全衛
生教育が必要であるとの包括的な規定のみ
が置かれ、それを受けての詳細な規則は定
められなかったのではないかとも推測され
る。事実、たとえば、鉱山保安法第 6 条（現・
第 10 条第 2 項）に基づく保安教育には、石
炭鉱山保安規則等において、教育内容およ
び教育にあてるべき時間等が詳細に定めら
れている（規則第 30 条）。 
これに対して、旧労基法第 50 条の規定は、

すでに述べたように、雇い入れ時教育を事
業者に義務づけるのみであったから、安全
衛生教育の規定として不十分さが残ってい
た。 
そこで、安衛法制定にあたって安全衛生

教育を行うべき場面として、雇入れ時と実
質的に状況が異ならない程度に作業内容が
変更される場合にも安全衛生教育（安衛法
第 59 条第 2 項）を行うこととし、また危険
有害業務の新規従事者に対する特別教育

任―総論―』（日労研、2004年（平成 16
年））23 頁。 
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（同第 3 項）を追加し、さらに安衛則に教
育内容や教育時間等に関する詳細な規定を
設けることでその強化が図られたのである。 
安全衛生教育が法体系化されることにな

った背景には、昭和 45年当時、高度経済成
長期を背景に日本各地で頻発していた労働
災害がある。厚生労働省の調べによると、昭
和 35 年～45 年の期間における労働災害の
死亡者数は、毎年 6000 人を超える高い水準
で推移していた 64。 
とりわけ、1963（昭和 38）年 11 月 9 日

に起きた国鉄東海道線の鶴見駅での衝突事
故では 161 名の死亡者を出し、同日、福岡
県の三井三池炭鉱では、炭じん爆発事故に
より 458 名の死者を出しており、これら 2
つの大規模災害が、安衛法制定の決定的な
役割を果たしたとされる。 
まず、1969（昭和 44）年 9 月 30 日に労

働基準法研究会が発足し、さらに、1970（昭
和 45）年 7 月 3日に同研究会内に安全衛生
小委員会（第 3 小委員会）が発足した。 
第 3 小委員会が 1971（昭和 46）年 7 月

13 日に労働省に提出した報告書には、今後
の労働安全衛生対策の具体的方向性として、
「（２）安全衛生教育の充実強化」が挙げら
れており、その具体的内容として、次の 3点
が列挙されていた。 
イ 新技術導入時、職種転換時などにお

ける教育の実施 
ロ 教育内容の明確化 
ハ 職長教育などの明確化 

 安衛法第 59 条、60 条は、上記の報告書

 
64 厚生労働省「平成１８年における死亡災
害・重大災害発生状況の概要」（2007 年 5
月 11 日）3 頁。

の内容を反映したものである。 
以上のとおり、旧労基法時代から法定さ

れていた雇入れ時教育に加えて、作業内容
変更時の安全衛生教育の実施が義務づけら
れたことにより、全業種・全規模の事業場で
就労する全ての労働者が、必要な安全衛生
教育を受けられるための法的基盤が整えら
れたといえる。 
その後、平成 11 年の改正安衛法では、第

59 条第 3項に基づく特別教育の対象に、核
燃料物質の加工施設、使用済燃料の再処理
施設若しくは一定規模以上の核燃料物質の
使用施設等（以下「加工施設等」という）又
は原子炉施設の管理区域内における、核燃
料物質若しくは使用済燃料又はこれらによ
って汚染された物を取り扱う業務が追加さ
れた（第 36 条第 28 号の 2、同条第 28 号の
3 関係）。 
 
１．４．２ 背景となった災害等 
 安全衛生教育の重要性は言うまでもなく、
先に述べたように、雇い入れ時の安全衛生
教育義務は、早い段階から法令上の義務と
して事業者に課せられていた。しかし、実際
の労働現場では、人員不足や予算の都合に
より十分な教育が行われず、かつ安全性が
確保されないまま就労させる等の取扱いが
常態化したことにより、重大な労働災害が
発生していた。とりわけ、旧労基法時代は、
事業者が労働者に対して実施すべき安全教
育の具体的内容に関する規定が不十分であ
ったため、何をもって安全教育を実施した

（https://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/0
5/dl/h0511-2a.pdf）（2020 年 2月 13 日最
終閲覧） 
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といえるかが裁判で争われることとなった。
材木運搬に伴う事故で被災した年少労働者
に対する安全教育の義務履行が問題となっ
た事案では、当該年少者に対して災害予防
上必要な具体的指示を与えていなかったこ
とを認定しながら、「事業の大小、労働者側
の事情、業務の種類等の諸般の事情に応じ
て、その教育方法と共に適当に決められる
ものと解するのが相当」（良工社女子年少者
就業制限等違反被告事件・名古屋地判昭26・
9・19）であるとし、作業人員が 4名の小規
模事業場であること、30瓩（kg）以上の材
木を運搬させないような雰囲気が一応醸成
されていたこと等を考慮し、安全教育の内
容として一応相当であると判断されている
65。 
また、高炉建設事件 66では、下請労働者に

対して十分な教育をせず、かつ命綱を使用
させずに就労させた結果、1 年 2 カ月の間
に死亡者数 35 人、失明等の重傷を含む休業
災害 515 件という甚大な労働災害を引き起
こしたとされる 67。 
安全教育義務の懈怠は時として労働者以

外の第三者にも被害が及ぼしうる。昭和 48
（1973）年 11 月に起きた熊本市のデパー
ト火災では、従業員に対する緊急時の避難、
誘導などの安全教育を実施していなかった
こと、そして、避難時の安全保持のための階
段通路の幅においても義務の懈怠があり、

 
65 井上・前掲註 25（北樹出版、1978 年
（昭和 53 年））145-146 頁。 
66 判例集未搭載。前掲註 8・松岡の論稿の
中で紹介されている。 
67 松岡・前掲註 29（1974年（昭和 49
年））4 頁。 

従業員 50 名、客 54名の計 104 名が死亡し
ている 68。上記 2 つの事案は、いずれも高
度経済成長期の生産性優位の企業体制が労
働災害発生に影響を及ぼしていたと解され、
労働災害による死亡者数が高止まりしてい
た時期と重なる。 
なお、平成 11 年改正の背景となった災害

は、同年 9月 30日に発生した茨城県東海村
の核燃料加工施設の臨界事故である。同事
故は、労働者が臨界に関する知識を有して
いなかったこと、適切な作業方法により作
業を行わなかったことが発生原因と指摘さ
れたことから、同種災害の再発防止を図る
ため、労働者の知識の不足又は不適切な方
法により労働者が相当程度の放射線に被ば
くするおそれのある原子力施設における核
燃料物質等の取扱い業務について規定の整
備が図られたものである 69。 
 
１．５ 運用 
１．５．１ 適用の実際 
 事業場において教育体系を整備すること
は、安全衛生管理組織(体制)の活性化を図
り、事業者の安全衛生管理上の責任を果た
す上で必須要件である。とりわけ、職場の安
全衛生教育は、学校教育と比べて、①職階別
(階層別)教育および②社員の養成(人材養
成教育)という2つの視点から考える必要が
あり、安全衛生教育機関(法 63 条)である東

68 松岡・前掲註 29（1974年（昭和 49
年））5 頁。 
69 厚生労働省・法令改正一覧
（https://anzeninfo.mhlw.go.jp/informatio
n/horei_h11.html）（2020 年 2月 13日最
終閲覧） 
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京安全衛生教育センターでは、この点が強
調されている。 
 

 
 
（図）藤森先生作成 
 
特別教育については、現在 51 業務が対象

となっている(安衛則 36条)。過去の災害事
例に照らして相対的に危険・有害と考えら
れるものを罰則付きで対象としたもので、
新しい機械、設備、化学物質の開発・使用に
伴い、安衛則制定以来、対象業務は増加傾向
にある。 
労働現場で行われる業務には、いずれも

一定の危険性または有害性を有するといえ
るが、そのうちの特定業務が特別教育の対
象とされる理由は、安衛法が刑罰法規であ
り、最低基準を定める同法の相対性による
ところが大きい。過去に災害事例が多く看
過できないものが法定されている。 
また、同じく第 6 章に規定される就業制

限(61 条)との違い又は関係については、就
業制限業務については免許または技能講習
を修了した者でなければ事業者はつかせて
はならない。59条 3項は「つかせるときは」
特別の教育をしなけれならない。 
たとえば、最大荷重 1t 未満のフォークリ

フトであれば、59 条 3 項の特別教育の実施

で足りるが、最大荷重が 1t 以上となる場合
は、同じフォークリフトの運転業務である
としても、最大荷重が大きければ、それだけ
災害が生じた場合の結果はより重大となる
ため、特別教育だけでは足りず、61 条が適
用となり、フォークリフト運転技能講習修
了者または職業能力開発法に定める揚重運
搬機械運転系港湾荷科の訓練を修了した者
でフォークリフトについての訓練を受けた
者等でなければ就業すること・させること
ができない。 
特別教育の科目、範囲及び時間について

は、安衛則 39 条に基づき告示レベルでその
細目が規定されている。 
安全および衛生のうち、安全関係は、安衛則
で規定されている機械等に係る業務の特別
教育については一括して「安全衛生特別教
育規程」(昭 47・9・30 労働省告示 92 号)に
より、安衛則以外の規則で規定されている
機械等(ボイラー、クレーン、ゴンドラ)につ
いては、それぞれ独立した教育規程により、
有害物に係る衛生関係の業務については、
それぞれ独立した規定により定められてい
る（例えば、粉じん則については「粉じん作
業特別教育規程」(昭 54・7・23 労働省告示
68 号)など）。ボイラーをめぐる災害として
は破裂、クレーンについては転倒・崩壊、ゴ
ンドラ等の場合は転落等、危険が現実化し
た場合、人の死に直結する重大性の高いも
のであるため、同じ安全関係であるが、「安
全衛生特別教育規程」とは独立して教育規
程を設けている。 
また、衛生関係については「安全衛生特別

教育規程」ではなく独立した教育規程があ
り、科目、範囲、時間について規定がされて
いる。規範レベルは同じ告示である。 
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危険又は有害業務は、刑務所または少年

院といった労働関係がない場所にも存在す
る。刑務所等に収容されている者が刑務作
業の過程でプレス、ボール盤等の機械や有
機溶剤等の化学物質を使用する場合には、
同様に一定の危険性又は有害性がある。そ
のため、当該施設からの要請にもとづいて、
一般の監督指導と同様に現場作業を見て、
「助言指導」を行うことがある。当然なが
ら、この場合、使用停止等命令書や是正勧告
書は交付しない。 
また、安衛法の適用がない場面として、家

内労働がある。業務委託の場合、労働監督署
は基本的に介入しないが、危険有害業務が
委託される場合があり、かつ、実態として労
働関係の下で行う業務と同視しうる場合が
ある。そのため、家内労働法は、第 4章「安
全及び衛生」において一定の規制をかけて
いる。実際にあった災害事例として、自宅の
室内で家内労働(接着剤を使用して委託を
受けた品物を加工する仕事)をしていたと
ころ、使用していた石油ストーブに引火し
て火災になり、一緒に部屋で遊んでいた子
供が被災した事故がある。 
業務を委託する者は、委託に係る業務に

関し、機械、器具その他の設備又は原材料そ
の他の物品を家内労働者に譲渡し、貸与し、
又は提供するときは、これらによる危害を
防止するために必要な措置を講じなければ
ならず（家内労働法 17 条 1 項）、家内労働
者も同様に危害防止のための措置を講じる
ことが義務づけられている（同条第 2 項）。
また、都道府県労働局長または労働基準監
督署長は、委託者又は家内労働者が、危害防
止のための必要な措置を講じない場合は、

委託または受託を禁止し、または機械、器具
その他の設備若しくは原材料その他の物品
の全部若しくは一部の使用の停止その他必
要な措置を執ることを命ずることができる
（同 18 条）。 
また、労働基準監督官は、委託者の営業所

または家内労働者が業務に従事する場所に
立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査
し、若しくは関係者に質問し、又は試験のた
め必要な最少限度の分量に限り、家内労働
者及び補助者に危害を与える物若しくはそ
の疑いのあるものを収去することができる
ことが定められており（同法 30 条）、監督
業務を行い、勧告書を交付するこがある。 
 

 
 
 
 
 
１．５．２ 関係判例 
山崎工業事件（静岡地裁沼津支判令 2・
2・25 労判 1244 号 94 頁） 

 
＜事実の概要＞ 
原告 Xは、平成 18 年 12月 1日、金属熱

処理及び鋳物製造並びにその加工等を業と
する被告 Y 
と雇用契約を締結し、Y が運営する鋳造

工場で鋳物仕上げ等の業務に従事していた。 
X は、平成 25 年 1 月 8 日、エアブロー作

業をしていたところ、その後方から走行し
てきたクレーンのフックが X の左肩背部に
当たり、その衝撃によって X は右足第 4指
骨折及び右足関節捻挫の傷害を負った。本
件事故を発生させたクレーン運転手は、Y
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に雇用される以前はＧ社からＹに派遣され
ており、Ｇ社作成の「クレーン運転安全マニ
ュアル」に基づく安全教育を一応受けたこ
とがうかがわれるが、Y の「安全重点職場 
ハツリ場 安全巡察」と題する Y 代表者ら
が巡回中に気づいたことを記載する書面に
は、当該運転手がクレーン運転業務につい
て安全意識や能力に著しく欠ける者であっ
たと認められる記載が複数あった。 
沼津労働基準監督署長は、本件事故によ

る X の負傷を業務災害と認定し、X は労災
保険法に基づき、治療費および一時金を受
給した。 
 
＜判旨＞ 
「使用者の安全配慮義務の具体的内容は、

労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の
安全配慮義務が問題となる具体的状況等に
よって異なるべきものであることはいうま
でもないが、これを本件に即してみれば、Ｙ
は、クレーン等安全規則の規定を踏まえ、ク
レーンを用いて作業を行うときは、クレー
ンの運転について一定の合図を定め、合図
を行う者を指名して、その者に合図を行わ
せること（同規則 25 条 1項本文）及びクレ
ーンの運転の業務に労働者を就かせるとき
は、その労働者に対し、当該業務に関する安
全のための特別教育を行うこと（同規則 21
条 1 項）などが求められているものと解さ
れる」。クレーン運転手の技能が著しく劣る
ことは、「遅くとも平成 22 年 11 月 30 日頃
から明らかであったにもかかわらず、Ｙは、
…〔本件事故〕発生までの 2 年余りにわた
り、同運転手をクレーン運転手として稼働
させ、クレーンの運転業務の安全に関する
特別の教育を行ったり、その成果が得られ

ない場合に同運転手を配置換えするなどク
レーン運転手として適任の人員を配置した
りといった方策を検討した形跡は見当たら
ない。そうすると、Ｙは安全配慮義務に違反
するというべきであり、Ｙがかかる義務を
尽くしていれば、Ｘが〔本件事故〕により負
傷することはなかったものというべきであ
るから、Ｙは、Ｘに生じた損害を賠償すべき
義務を負う」。「これに対して、Ｙは、〔本件
事故〕の発生前から、これを生じさせた運転
手に対し、安全な作業をするよう注意して
いた」と主張するが、「これらの注意、指導
はいずれもその場限りのものにとどまって
おり、クレーンの運転業務の安全に関する
体系的な教育を実施したものではないし、
同運転手がその後も複数回の注意、指導を
受け続けていることに鑑みれば、〔本件事
故〕までの間にこれらの注意、指導が奏功し
ていないことは明らかであった」。 
 
＜判決から汲み取り得る示唆＞ 
判旨は、Y が本件でなすべき安全配慮義

務の具体的内容として、クレーン等安全規
則に基づく特別教育の実施を挙げる。 
クレーンを用いた作業は、その危険有害

性に鑑み、特別教育を行うことが事業者に
義務づけられているところ（安衛法 59 条 3
項、安衛則 36 条、クレーン則 21 条 1項）、
本件事故を起こしたクレーン運転手は、か
つては Y に派遣されていた者であり、派遣
元企業が作成した「クレーン運転安全マニ
ュアル」に基づき、安全のための教育を受け
ていることが認定されているものの、Y に
直接雇用されて以降については、特別教育
を実施した事実は窺われない。 
もっとも、特別教育を省略することがで
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きる場合として、特別教育よりも上級の資
格（免許取得または技能講習修了）を有する
者については、十分な知識および技能を有
していると認められるため、特別教育の全
部または一部を省略することができる（安
衛則第 37 条）。それ以外でも、他の事業場
あるいは外部の機関で当該業務に関してす
でに特別教育を受けた者等も省略は可能と
されている。そのため、Yが当該運転手に特
別教育を実施していないことが、ただちに
法令違反になるわけではない。しかし、安衛
法違反にならない場合であっても、安全配
慮義務違反を免れるわけではない。 
本件についていえば、Y 代表者らは、クレ

ーン運転手が危険な態様で作業をしていた
ことを認識し、記録までしていた事情があ
り、結論として本件事故に対する予見可能
性が肯定され、同義務違反が認定されてい
る。 
 
１．６ その他 
１．１ 民事上の効果 
安衛法第 59 条第 1 項および第 2 項は、

罰則付きで事業者に義務づけられたもので
ある。労働者は、雇入れられたとき又は作業
内容がこれと同視しうる程度に変更された
ときは、事業者から安全衛生教育を受ける
ことが労働条件（労働契約内容）として法定
されており、直接的な私法効果を有すると
考えられる。事業者が、雇入れ時教育および
作業内容変更時に必要な教育を十分に行わ
なかった場合、労働者は使用者に対して教

 
70 昭和 47・9・18 基発第 602 号。 
71 山本・前掲註 1（2019 年（平成 31 年・
令和元年））32 頁。 

育義務の履行を請求することができると考
えられる。 
行われた安全衛生教育が内容・時間数と

もに適切だったことの立証責任は労働者が
負うと考えられるが、不十分な安全衛生教
育に起因して損害が発生した場合は、労働
者は事業者に対し損害賠償を請求しうる。 
 
１．７ 改正提案 
すでに述べたように、雇入れ時および作

業内容変更時に実施される安全衛生教育は、
１．２．１．２ 内容で述べた通り、教育に
かけるべき具体的時間数が法定されていな
い 70。これは、本条第 1項、2項所定の安全
衛生教育の対象が、事業者が使用するすべ
ての労働者であり、全業種が適用対象とな
っているがために、対象労働者の業務内容
および範囲が区々とならざるを得ず、当該
教育に要すべき時間を一律に規定すること
が困難なためである 71。 
また、安全衛生教育の実施・講師について

も、職長教育および特別教育は、教育機関が
開講するセミナー等を対象労働者が受講す
ることが可能であるのに対して、雇い入れ
時および作業内容変更時の安全衛生教育は、
各事業場または個別の業務に即した内容で
実施することが求められることから、教育
内容を一律に設定しづらく、外部機関に委
託するのが困難であるとの事情がある 72。 
本来的には、事業者は、当該労働者が従事

する業務に関する安全または衛生を確保す
るために必要な内容および時間をもって安

72 山本・前掲註 1（2019 年（平成 31 年・
令和元年））35 頁。 
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全衛生教育を実施することが必要である 73。
また、安全衛生教育の実施方法も一方的か
つ形式的に行うだけでは不十分であり、実
施後にその理解度を確認したり、定期的に
教育を繰り返し実施したりする等の安全に
係る知識を定着させることが求められる 74。
そのため、安全衛生教育の実効性を高める
ためには、具体的な教育内容や教育時間等
を含めて事業場ごとに実施計画を体系的に
策定することが望ましい 75。 
しかしながら、教育時間や教育を担う講

師、安全衛生教育の実施計画にかかる定め
がないために、入社後のオリエンテーショ
ンの一環として 1～2 時間程度の講義で終
えるなど、十分な質・量を満たす雇い入れ時
の安全衛生教育が実施できていないケース
があることが指摘されている 76。本条が罰
則付きですべての労働者に安全衛生教育実
施を求めている趣旨に照らすと、最低時間
の設定について改正に向けた検討をすべき
ものと思われる。 
 
２ 第 60 条 
２．１ 条文 
 
第六十条 事業者は、その事業場の業種が
政令で定めるものに該当するときは、新た
に職務につくこととなつた職長その他の作
業中の労働者を直接指導又は監督する者
（作業主任者を除く。）に対し、次の事項に
ついて、厚生労働省令で定めるところによ

 
73 昭和 47・9・18 基発第 601 の 1 号。 
74  
75 基発 1012 第 1号・平成 28・10・12 
76 「特集 ポイント解説 新入社員の安全

り、安全又は衛生のための教育を行なわな
ければならない。 
一 作業方法の決定及び労働者の配置に関
すること。 
二 労働者に対する指導又は監督の方法に
関すること。 
三 前二号に掲げるもののほか、労働災害
を防止するため必要な事項で、厚生労働省
令で定めるもの 
 
 
２．２ 趣旨と内容 
２．２．１ 第 60 条 
２．２．１．１． 趣旨 
 労働災害を防止するためには、労働者
個々人が当該業務に関連する知識や作業環
境の安全性を把握するだけでなく、これら
の者を指導・監督する立場にある者が「適切
な監督の仕方」を熟知している必要がある。
とりわけ、現場の仕事は、作業者（MAN）、
設備・材料・環境（MACHINE）、作業方法・
手順（MEDIA）、管理（MANAGEMENT）
の 4 要素で構成され（4M）、いわゆる「3
現主義」すなわち現場・現物・現状をよく知
ることは、職場の安全衛生を確保するうえ
で基本であり、職長が果たす役割は非常に
重要なものである。その意味で、職長等への
教育は、労働者の安全・衛生を確保する「扇
の要 77」と位置づけることができる。そこ
で、安衛法第 60 条は、新たに職務につくこ
ととなった職長その他の作業中の労働者を

衛生教育」労働安全衛生広報 981 号
（2010 年（平成 22 年））8 頁。 
77 畠中・前掲註 4（2019 年（平成 31 年・
令和元年））276 頁。 
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直接指導又は監督する者（作業主任者を除
く）に対して、指導・監督のための教育を実
施すべきことを定めている。 
 
２．２．１．２ 内容 
２．２．１．２．１ 対象となる業種 
職長等に対し教育を実施しなければなら

ない対象業種は、以下の 6 業種である（安
衛令第 19 条）。 
① 建設業（第 1号） 
② 製造業（第 2号） 

ただし、以下のイ）～ハ）は除く。 
イ）食料品・たばこ製造業（うま味調味
料製造業及び動植物油脂製造業を除
く。）、ロ）繊維工業（紡績業及び染色
整理業を除く。）、ハ）衣服その他の繊
維製品製造業、ニ）紙加工品製造業（セ
ロフアン製造業を除く。）、ホ）新聞業、
出版業、製本業及び印刷物加工業 

③ 電気業 
④ ガス業 
⑤ 自動車整備業 
⑥ 機械修理業 
 
２．２．１．２．２ 教育内容 
事業者は、新たに職長としての職務に就

くことになった者や、労働者を直接指導ま
たは監督する者に対して、①作業方法の決
定及び労働者の配置に関すること、②労働
者に対する指導または監督の方法に関する
こと、③その他、労働災害を防止するために
必要な事項について、教育を行わなければ
ならない。③の事項には、以下の 3 つが定

 
78 基発第 372 号・平成 11・6・11。 
79 基発第 577 号・平成 12・9・14。 

められている（安衛則第 40 条） 
（1） 安衛法第 28 条の 2 第 1 項または安

衛法第 57 条の 3 第 1 項及び第 2 項
の危険性又は有害性等の調査及び
その結果に基づき講ずる措置に関
すること 

（2） 異常時等における措置に関するこ
と 

（3） その他現場監督者として行うべき
労働災害防止活動に関すること 

 
２．２．１．２．３ 教育時間 
職長教育にあてるべき時間数は法定され

ている。事業者は、作業方法の決定及び労働
者の配置に関すること（第 1 号）は 2 時間
以上、労働者に対する指導又は監督の方法
に関すること（第 2 号）は 2.5 時間以上の
教育時間を確保しなければならない（同条
第 2 項）。もっとも、これらの全部または
一部について、十分な知識及び技能を有し
ていると認められる者については、その事
項に関する教育を省略してもよいとされて
いる（安衛則第 40 条第 3項）。 
職長教育の一部を省略することができる

研修には、労働安全衛生マネジメント研修
78およびリスクアセスメント担当者（製造業
等）研修 79が挙げられる 80。 
また、職長教育も業務の一部であり、事業

者の実施責任のもとで実施されるものであ
るため、職長教育に要する時間は所定労働
時間内に行われるのが原則である。法定労
働時間外に実施する場合は労基法第 37 条
にもとづく割増賃金の支払い義務が生じる

80 基安安発 0614 第 1号・平成 25・6・
14。 
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81。そして、職長教育を企業外で行う場合は、
講習会費、講習旅費等は、事業者が負担する
82。 
職長教育については、雇入れ時・作業内容

変更時の安全衛生教育および特別教育とは
異なり、罰則は付されていない。 
「職長その他の作業中の労働者を直接指

導又は監督する者」について法律上の定義
はないが、いわゆる現場監督者や、班長、組
長等が該当する場合が多いと理解されてい
る 83。なお、作業主任者が本条から除かれて
いるのは、作業主任者が、安衛法第 14 条に
定める資格要件（免許または技能講習の修
了）を満たす者に認められているためであ
る。 

 
２．３ 関連規定 

(1)法 16 条：建設業や造船業等では、安
全衛生責任者が、元方事業者及び下請事業
者間の連絡調整を行い、労働災害発生を防
止する責任を負う 84。そのため、建設業や
造船業では、職長が「安全衛生責任者」を兼
ねることも多い 85。 

(2)法 62 条：中高年齢者など労働災害発
生の防止上、就業上の配慮がとくに必要な
者に対し、その心身の条件に応じた適正な
配置を行なうよう努めることを求める規定。
現場において、具体的な作業の割り当てを
行う職長にとって「適正配置」は、労働災害
の防止の面でも、作業者の能力開発・意欲向

 
81 基発第 602 号・昭和 47・9・18。 
82 基発第 602 号・昭和 47・9・18。 
83 井上・前掲註 25（北樹出版、1978 年
（昭和 53 年））150 頁。 
84 デイリー法学選書編修委員会（編）『事

上の面でも重要な職務の 1 つである。 
 
２．４ 沿革 
２．４．１ 制度史 
 
工場法 〇工場法（明治 44 年 3 月

29 日法律第 46 号）に、職
長教育等の規制はない。 

労働基準法 〇労働基準法（昭和 22 年
4 月 7 日法律第 49 号）お
よび旧労働安全衛生規則
（昭和 22 年 10 月 31 日労
働省令第 9 号）に、職長教
育等の規制はない。 

労働基準法
研究会第 3
小委員会報
告書 

労働基準法研究会内の第 3
小委員会が、昭和 46 年 7
月 13 日に労働省に提出し
た報告書には、今後の労働
安全衛生対策の具体的方
向性として、「（２）安全
衛生教育の充実強化」が挙
げられており、その具体的
内容として、次の 3 点が列
挙されていた。 
 
イ 新技術導入時、職種転
換時などにおける教育の
実施 
ロ 教育内容の明確化 
ハ  職長教育などの明確

業リスク解消！労働安全衛生法のしくみ』
（三省堂、平成 31（2019）年）●頁。 
85 中央労働災害防止協会『職長の安全衛生
テキスト〔第 4 版〕』（中央労働災害防止協
会、令和 2（2020）年）13 頁。 
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化 
改正労働安
全衛生法施
行令（令 4
年 2 月 24
日） 

令 19 条に定める職長教育
の対象業種に、「食料品製
造業」および「新聞業、出
版業、製本業及び印刷物加
工業」が追加（令 5 年 4月
1 日より）。 

 
同規定は、工場法および旧労基法の時代

にはなく、安衛法の成立の際に新たに導入
されたものである。職長教育について初め
て国会で言及されたのは、職業安定法の一
部を改正する法律案について審議された、
昭和 24 年 4 月 27 日の第 5 回国会衆議院 
労働委員会第 10 号においてである。齋藤邦
吉（職業安定局長）は、次のように発言して
いる。 
 
「この職場補導は日本には今まであまりな
かつたものでございまして、これは一種の
職長教育であるのでございます、すなわち
工場事業者の職長が、ふだん労働者を使い
まするときの労働者の使い方、あるいは作
業の仕方、そういうものについて職長を教
育する。その職長の教え方を教育しようと
いうのでございます。すなわち政府はこの
補導員を養成いたしまして、その補導員が
工場事業場の職長を集めまして、その職長
が労働者を教えるときのいろいろな注意、
これを教えるわけでございます。すなわち
職長が労働者を使いまするときに、やはり
労働者をどういうふうに使つた方が一番能
率を上げ得るだろうか、あるいは教える仕
方にいたしましても、たとえば右から教え
るよりも、左の方から教えた方がいいのじ
やないかというような、いろいろな教え方

があるのであります。そういう職長が労働
者を使つて、その労働力を十分有効に発揮
させる。そのために指導をひとつやろう、そ
ういうわけでございますが、これはイギリ
ス、あるいはアメリカ等におきましてもト
レーニング・イン・インダストリーといわれ
まして、非常に成績を收めておるものであ
りますので、日本におきましても、労働力を
最も有効に発揮させるための一つの職長の
教育、これをやろうというのが、この三十條
の規定でありまして、これは普通の補導所
のいわゆる補導というものとは違うわけで
ございます。」 
 
これ以降、職長教育について言及される

のは、昭和 46 年以降になってである。この
段階では、職長教育を法定の制度として労
働安全衛生法に盛り込む目的を労働災害防
止と明確に位置付けている。これは、昭和
30 年代以降、技術革新が進み、新たな製造
方法や工法、化学物質が使用されるように
なり、従来では想定されなかった大規模災
害や職業病が問題視されるようになったた
めである。労働災害防止対策として、労働基
準法研究会第 3 小委員会が昭和 46 年 7 月
13 日に労働省に提出した報告書には「安全
衛生教育の充実強化」の具体化の 1 つとし
て職長教育が挙げられており、これが本条
に規定された。 
 
２．４．２ 背景となった災害等 
かつて、食品製造業は、うま味調味料製造

業及び動植物油脂製造業を除いて職長教育
の対象となっていなかった。 
令 4 年に、労働安全衛生法施行令の一部

が改正され、それまで職長教育の対象から
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除外されていた「新聞業、出版業、製本業及
び印刷物加工業」が追加されることになっ
た。 
行政官のインタビューでは、直接の背景

となったことは明らかではないが、印刷業
が加えられることとなった背景には、平成
24 年以降、大阪において印刷事業において
胆管癌にかかる多数の労働災害請求がなさ
れたことがあることが指摘された。 
胆管癌とは、胆汁の通り道である胆管に

生じる悪性腫瘍であり、内腔を覆う胆管上
皮細胞が悪性化したものが大部分であると
いう 86。また、胆管がんは、ジクロロメタン
または 1,2-ジクロロプロパンに長期間、高
濃度に暴露することにより、発症しうると
の医学的に推定できるとされている 87。 
このように、当初は、比較的小規模事業場

であることが多い印刷事業は、職長教育の
対象とするになじまないと考えられたが、
もたらされる災害の重大さに鑑みて、追加
されるに至ったことが推測されるという。 
 
２．５ 運用 
２．５．１ 適用の実際 
 職長教育を実施すべき対象業種は、安衛
令 19 条によると 6業種（建設業、一部を除
く製造業、電気業、ガス業、自動車整備業、
機械修理業）であるが、行政官のインタビュ
ーによると、労働現場あるいは教育の場に

 
86 厚生労働省「印刷事業場で発生した胆管
がんの業務上外に関する検討会報告書 化
学物質ばく露と胆管がん発症との因果関係
について～大阪の印刷事業場の省令からの
検討～（資料 2）」（平成 25 年 3月）1 頁。 
87 前掲中 86）厚生労働省「印刷事業場で

おいて主に寄せられる質問は次の 2 つであ
るという。 
第 1 に、なぜこの 6 業種が対象であるの

か。罰則規定があれば、対象を絞らざるを得
ないといいうるが、本条には罰則の定めが
ない。 
インタビューによると、立法当初、職長教

育を実施すべき対象業種から除外するのが
望ましいと考えられたものとして、食品製
造業（うまみは除く）や印刷業がある。食品
製造業は、かつては家内労働的側面が強く、
また、印刷業は事業規模が小さい場合が一
般的であったため、職長を配置すべき事業
場として親和性がないと考えられたからだ
という。このように、罰則の有無にかかわら
ず、労働災害の発生率・件数や重大性の程度
を勘案して、相対的に職長を選任すべき業
種が決定された。 
第 2 に、安衛法第 3 章「安全衛生管理体

制」に直接規定のない職長の位置づけ、法的
責任、両罰規定（法 122 条）との関係はい
かなるものか。 
職長教育が求められる対象業種において、

労働災害が発生した場合、名宛人は事業者
となっていても、自然人の行為が問題とな
るため、職長に当該責任が問われ、職長が送
検されるのが実態であるという。とくに、職
長は事業者の立場として現場を指揮してい
るため、職長の責任が問われるとともに、両

発生した胆管がんの業務上外に関する検討
会報告書 化学物質ばく露と胆管がん発症
との因果関係について～大阪の印刷事業場
の省令からの検討～（資料 2）」（平成 25
年 3月）16 頁。 
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罰規定により事業者も罰せられる。 
なお、職長教育は事業者に課せられたも

のであるが（罰則の定めはない）、職長教育
が実施されていない事情があったとしても、
発生した労働災害における職長の責任が免
責されるわけではない。 
 

 

※藤森先生作成 
 
２．５．２ 関係判例 
綿半ソリューションズ（綿半鋼機訴訟

承継人）事件（長野地裁松本支判平 30・
3 ・ 28 （判例集未搭載） LEX/DB 
25560025） 
 
＜事実の概要＞ 
原告 Xは内装工事 Aを営む個人事業主で

あり、被告 Y は、建築工事等の設計、請負
及び施工等を営む会社である。Y1は Y の支
店長、Y2は Y の従業員で本件工事の現場管
理担当、Y3 内装工事を営む訴外会社 B の代
表兼作業員である。 

X は、2 階建て託児所の新築工事におい
て、天井及び内壁の完成後に、床工事（本件
工事）にコルクタイル裏面に接着剤（有機溶
剤含有）を塗布する作業の応援を Y2 から依
頼され、引き受けた。Y3も床作業の応援を
依頼されており、平成 21 年 3 月 4 日の午

後から作業に入ることとなっていた。Y2は、
C を床工事の職長に指名し、Aと Y3 は、C
の下請けとして現場に入った。X と X の息
子 D は、本件事故当日の午前中、本件工事
現場の 2 階でコルクタイル裏面に接着剤を
塗布する作業を行い、午後 1 時頃から 1 回
保育室で同じ作業を始めた。 
本件事故当日の午後 5時頃に、Y3が本件

現場に到着し、C と共に北側トイレの床に
長尺シートを張る作業を始めた。午後 6 時
頃、Y3は、立ち上げ作業をしており、長尺
シートを温めて曲げやすくする目的でガス
トーチを使用した。一方、午後 6 時過ぎ頃、
X が保育室で一人で作業をしていたところ、
気化した有機溶剤に何らかの火気が引火し、
保育室の床に火が走った（本件事故）。Xは、
一旦、保育室の西側出入口から出たが、すぐ
に消火器を持って保育室に戻り、同室内に
消火剤を噴霧した。 

X は、同年 8 月 3 日、本件事故が原因で
外傷性ストレス障害（PTSD）を発症したと
診断され、同月 9 日、労働者災害補償保険
に基づく障害補償給付等の支給請求を行い、
同月 24 日に業務起因性が認定されている
（もっとも、症状固定がないとして、障害補
償給付は不支給決定となり、療養補償給付
及び休業補償給付が支給されることとなっ
た）。 

X は、本件事故の原因は、Y3 のガストー
チによるものであるとして、Y らが安全配
慮義務を怠ったとして、不法行為にもとづ
き、連帯して、損害賠償等を求めた。争点は、
Y3 の注意義務違反の有無、Y2 の注意義務
違反の有無、Y1 の注意義務違反の有無、Y
の責任（使用者責任及び安全配慮義務違反
の有無）である。 
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＜判旨＞一部認容・一部棄却（確定） 
Ｙ2の注意義務違反の有無（争点 2）につ

いて「Y2は、本件工事の具体的な安全管理
は職長に任せていた旨供述するが、C に安
全管理に関する指示をしておらず、…Y3や
X らに本件工事の応援を依頼して増員を手
配したのは Y2 であり、Ｘらに対して、事前
に又は本件事故当日に具体的な作業内容の
説明や作業場所の打合わせを行ったのも
Y2 であることからすれば、Y2 には、本件
工事の各作業の安全を管理監督すべき義務
があったと認められる」。「Y2は、本件工事
には北側トイレで長尺シートを張る作業と
コルクタイルを張る作業等が含まれ、両作
業は「引火性の高いおよび蒸気」である有機
溶剤を使用し、長尺シート張りには着火源
となるガストーチの使用工程が含まれるこ
と、……本件工事の進ちょく状況を認識し
ていたと認められる」。「本件事故の火元は、
Ｙ３のガストーチであったが、夕方に南側
突き出し窓の開口幅を狭めたことや北側ト
イレのドアを閉めたことにより、気化した
有機溶剤が滞留したことも本件事故発生の
一因であったといえる。…Y2 の認識に照ら
せば、各作業の進ちょく状況によっては、長
尺シート張りとコルクタイル張りの準備作
業（本件塗布作業）が、間仕切りのない隣り
合った空間で異なる作業員によってそれぞ
れ同時に進められ、そのような場合には、換
気の状況等によっては、引火性の高い液体
又は気体が生じる空間の隣で着火源を使用
したことにより、気化した有機溶剤に引火
する事故が発生する可能性があることも予
見可能であったといえる」。「そうであると
すれば、Y2 としては、そもそも火元となり

得るガストーチを使用する作業と有機溶剤
を使用する作業を間仕切りのない隣り合っ
た空間で同時に進めないか、これらを同時
に進める場合には、換気装置を準備したり、
自然換気の状況を作業員と確認するなどし
て、ガストーチを使用しても引火しないよ
う作業環境を整えるべき義務があったとい
える」。「本件では、Y2は、本件事故当日午
後 1 時頃にＸらが保育室で本件塗布作業を
していることや、本件工事の進ちょく状況
を確認した以上、北側トイレでガストーチ
が使われる可能性を認識し得たはずである
のに、換気装置を手配したり、C やＸ、…に
対して、ガストーチを使用する予定を踏ま
え換気をするよう具体的に注意しなかった
のであるから、…ガストーチを使用しても
引火しないよう作業環境を整えるべき義務
に違反したと認められる。」 

 
＜判決から汲み取り得る示唆＞ 
 本件は、作業中の事故につき監督責任を
負う者として、形式的に指名されていた「職
長」ではなく、実質的に監督・指導を行って
いた者の（職長としての）注意義務違反を認
めた事案である。とりわけ、本件では、「職
長」に指名された Cは、本条に定める職長
教育を受けておらず、X は、職長教育を受
けていない者を職長に選任したことに対す
る Y の安全配慮義務違反を主張していた。
判旨はこの点について判断をしていないが、
実態に照らして職長としての義務を果たす
べき者を認定し、責任を認めている点が本
判決の特徴といえる。「職長」という用語に
ついては、法律上の定義がないため、名称に
関わらず、作業主任者を除く「作業中の労働
者を直接指導又は監督する者」がその義務
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を負うことを本判決は確認したといえるだ
ろう。 

 
２．６ その他 
２．６．１ 民事上の効果 
 労働災害が発生した場合、自然人の行為
に着目するため、当該労働災害の民事上の
責任は、事業者と一体の立場で当該現場で
指導監督の職務にあたっていた職長が負い、
事業者には事業者責任が問われうる。職長
教育を実施する義務は事業者にあるが、事
業者がこれを怠っていた場合であっても、
労働災害発生における職長の民事上の責任
は免れない。 
本条は、罰則付きで教育の実施を事業者

に求めているものではないが、安衛法が、現
場の要である職長に職階に即した教育を特
に規定している趣旨に照らせば、職長教育
の不実施という事情が、職長の責任を縮減
する考慮要素にはなりうると解される。 
 
２．７ 改正提案 
職長教育を実施すべき対象業種は、現行

法では、２．２．１．２ 内容に記載したと
おり、建設業や製造業が中心となっている。 
しかし、実際の労働現場では、安衛法第

60条に基づく職長教育を受ける者のほかに、
作業従事者を管理監督する事務系・技術系
の課長または部長などの管理職が存在する。
事業者は、これらの者に対して、本条所定の
職長教育を実施すべき法的義務はないが、
これらの者の中には、雇入れ時に安衛法第

 
88 小出勲夫「安全衛生のカギは『階層別教
育』にあり！」シリーズ これからの安全
衛生教育のあり方を考える［其の一］―総

59 条所定の安全衛生教育を受けたきり、そ
の後は一度も安全衛生教育を受けないまま
管理職になる者がいることが指摘されてい
る 88。 
現行法上、管理職の安全衛生教育は、法定

外教育の一つとして実施が求められている
が 89、事務系の管理職に就く者も、求めら
れる職責に照らせば、安衛則第 40 条第 2項
に定める教育事項を熟知しておくべきとい
え、職長教育を実施すべき範囲については、
改正の方向性として検討の余地があるので
はないかと考えられる。 
 

３ 第 60 条の 2 
３．１ 条文 
 
第六十条の二 事業者は、前二条に定める
もののほか、その事業場における安全衛生
の水準の向上を図るため、危険又は有害な
業務に現に就いている者に対し、その従事
する業務に関する安全又は衛生のための教
育を行うように努めなければならない。 
２ 厚生労働大臣は、前項の教育の適切か
つ有効な実施を図るため必要な指針を公表
するものとする。 
３ 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事
業者又はその団体に対し、必要な指導等を
行うことができる。 
 

論（インタビュー）労働安全衛生広報
1032号（2012 年（平成 24 年））13 頁。 
89 基発 1012 第 1号・平成 28・10・12 
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３．２ 趣旨と内容 
３．２．１ 第 60 条の 2 
３．２．１．１ 趣旨 
 第 60 条の 2 は、第 59 条および第 60 条
にもとづく安全衛生教育に加えて、現に危
険有害な業務に就いている労働者に対し、
その従事する業務に関して、安全衛生水準
のさらなる向上を図るための安全衛生教育
を行うよう努めることを求めている。すな
わち、安衛法第 59 条は第 1 項・2 項では、
雇い入れ時および作業内容変更時の安全衛
生教育、第 3 項では特別教育の実施を義務
づけ、第 60条は新たに職長の職務に就くこ
ととなった者に対する教育の実施を義務づ
けている。これらは、いずれも各職務に従事
する際に入口として行う教育である。また、
第 61 条に定める就労制限業務は、所定の資
格を有していれば、法定の義務違反に問わ
れることはない。しかし、これらの教育効果
を持続させるためには、新しい機械または
技術の導入等に応じた継続的な・一定期間
ごとの教育が必要不可欠である。そこで、本
条では、技術革新の進展に伴う新規の機械
等の導入や作業態様の変化等に対応して、
危険又は有害な業務に現に就いている者が、
特別教育に限らず新たな知識・技能を取得
できるために必要な教育を行うことを求め
ている 90。 
危険有害業務に関する安全衛生教育につ

いては、その適切かつ有効な実施を図るた
め、厚生労働大臣が必要な指針を公表する
（第 2 項）。また、厚生労働大臣は、当該
指針に従い、事業者又はその団体に対し、必
要な指導等を行うとされる（第 3項）。 

 
90 発基第 84号・昭和 63・9・16。 

 
３．２．１．２ 内容 
 本条第 2 項及び第 3 項にもとづき、「危
険又は有害な業務に現に就いている者に対
する安全衛生教育に関する指針」が公表さ
れ、以下の通り、教育の対象者、教育事項、
教育時間等が示されている。 
 
３．２．１．２．１ 対象 
教育を受けるべき対象者は、①就業制限

に係る業務に従事する者、②特別教育を必
要とする業務に従事する者、③①又は②に
準ずる危険有害な業務に従事する者とされ
ている。したがって、本条にいう危険有害業
務の対象となる労働者の範囲は、安衛法第
59 条 3 項および第 61 条の範囲よりも広範
に及ぶ。 
 
３．２．１．２．２ 教育内容及び時間 
教育内容は、労働災害の動向や技術革新

の進展等に対応した事項、時間は原則とし
て 1 日程度と示されているが、具体的には
別表で示された安全衛生教育カリキュラム
によって実施されることが示されている。
同カリキュラムに示された教育内容は、以
下の 15 種類であり、それぞれ必要な教育時
間が示されている。 
事業者は、事業場の実態を踏まえたうえ

で、本条および指針に基づいた安全衛生教
育を原則として就業時間内に実施するよう
努めなければならない。 
 
① 揚貨装置運転士安全衛生教育 
② ボイラー取扱業務従事者安全衛生教育 
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③ ボイラー溶接業務従事者安全衛生教育 
④ ボイラー整備士安全衛生教育 
⑤ クレーン運転士安全衛生教育 
⑥ 移動式クレーン運転士安全衛生教育 
⑦ ガス溶接業務従事者安全衛生教育 
⑧ フォークリフト運転業務従事者安全衛生
教育（就業制限に係るもの及び特別教育
に係るもの） 

⑨ 車両系建設機械（整地・運搬・積み込み用
及び掘削用）運転業務従事者安全衛生教
育 

⑩ 車両系建設機械（基礎工事用）運転業務
従事者安全衛生教育 

⑪ 機械集材装置運転業務従事者安全衛生教
育 

⑫ ローラー運転業務従事者安全衛生教育 
⑬ 有機溶剤業務従事者安全衛生教育 
⑭ チェーンソーを用いて伐木等の業務従事
者安全衛生教育 

⑮ 玉掛け業務従事者安全衛生教育 
 
３．２．１．２．３ 定時教育および随時教
育指針（危険又は有害な業務に現に就いて
いる者に対する安全衛生教育に関する指針）
によると、本条にもとづいて実施される教
育には、定期教育および随時教育の 2 つが
予定されている。定期教育は、教育対象者が
当該業務に従事することになった後、一定
期間ごとに実施されるもので、随時教育は、
取り扱う機械設備等が新たなものに変わる
場合等に実施すされるものである。随時教
育で実施される教育事項には、運転操作方
法のほか点検整備等の実技に関する事項を
加えたものがある。 
 

３．３ 関連規定 
３．３．１ 法条 
 (1)法 59 条 3 項：事業者に対し、安衛則
36 条に定める「危険または有害な業務」（研
削砥石の取替の業務、小型ボイラーの取扱
いの業務、動力プレス機械の金型の調整な
ど 57 業務）にかかる特別教育を実施するこ
とを義務づける規定（違反には 6 カ月以下
の懲役または 50 万円以下の罰金に処せら
れる（法 119 条 1号））。 

(2) 61条：法 59 条 3項に定める特別教育
よりも危険・有害の程度の大きい一定業務
について、免許等の資格を有する者以外の
就業を制限する規定。第 1 項は、事業者に
対し、就業が制限される者に禁止業務を就
かせることを禁止する（違反には、6 カ月以
下の懲役または 50 万円以下の罰金（法第
119 条第 1 号））。第 2 項は、資格を有さ
ずに禁止業務を行うことを禁止する（違反
には、50 万円以下の罰金（法第 120 条第 1
号））。 
いずれも、特別教育または免許等を受け

れば法違反を問われることはないが、労働
災害防止の実効性を高めるためには継続的
な教育が必要であり、本条（60条の 2）は、
罰則付きで定めた危険有害業務に対する教
育等のアフターフォロー教育としての性格
を有する。 
 
３．４ 沿革 
３．４．１ 制度史 
 
改正労働安
全衛生法 

〇改正労働安全衛生法
（昭和 63 年 5 月 17 日法
律第 37 号）は、第 60 条
の 2 を新設し、技術革新
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の進展に伴う作業態様に
対応すべく、事業者に対
し、現に危険有害業務に
従事する労働者に対する
安全衛生教育を行うよう
努力義務を定める。 

 
 
３．４．２ 背景となった災害等 
 本条は、昭和 63 年の法改正の際に追加さ
れた規定である。法案審議では、産業構造の
変化や技術革新の進展による様々な労働安
全衛生上の問題が生じてきており、それへ
の対応の必要性が議論されている。とくに、
「自動化、OA 化、ME 機器の導入というこ
とに伴ってのいろんな特徴、単純、看視、反
復労働の増加というものが身体的肉体的な
疾病と同時に精神的神経的ないろんな疲労、
疾病を醸し出している。これは今社会問題
になってきております。この対策が今の労
働省の最大の問題の一つだろうと私は思う
んですね。」（第 112 回国会 参議院 社
会労働委員会 第 8 号 昭和 63 年 4 月 14
日、237 内藤功の発言）にあるように、
VDT 作業による健康障害やメンタルヘル
スの問題が出てきており、それへの対応の
一環として本条が導入されたものである。 
 
３．５ 運用 
３．５．１ 適用の実際 
安全のための教育は、一度行えば十分と

いう性質のものではなく、本条は、技術の進
展や新しい機械・設備に対応できるよう、定
期的に教育を実施するよう努めることを事
業者に求めている。もっとも、本条は努力義
務にとどまるものであることから、実務上、

同規定が活用される場面はきわめて少ない
ようである。 
その要因の 1 つには、教育の範囲が明確

でないことが考えられる。すなわち、再教育
（定期教育・随時教育）すべきものとして、
法 59 条 3 項の特別教育、法 61 条の就業制
限にかかる業務のための教育に加え、それ
らに準じるものが対象となる。しかし、極論
をいえば、危険を伴わない業務などなく、そ
うすると、本条の適用対象は無制限に拡が
りうる。そのため、事業場が各々必要な安全
のための教育を行うよう努めることを求め
て、一定の裁量を各事業場に委ねることに
は合理性があるといえるだろう。 
また、本条のような努力義務規定の場合

であっても、かつてであれば、指導票に監督
官が自由記入することで、指導する機会は
確保されていたようであるが、現在は、指導
票にあらかじめ記載された項目にチェック
する形式になっており（本条にかかる項目
はない）、監督官サイドも項目外について指
導がしづらい状況となっているという。 
事業者が再教育・定期教育の重要性を認

識している場合であっても、とりわけ中小
企業では、そこまで目が届かない（手が回ら
ない）のが実情であることに鑑みると、それ
を解消・改善していくためには、国や行政に
よる支援の充実化が求められる。 

 
 

３．５．２ 関係判例 
本条を直接の根拠とする関係判例は見当

たらない。これは、本条の適用対象となる者
が、上記の通り、特別教育を必要とする業務
および就業制限にかかる業務に従事する者
であり、これら危険有害業務に従事するこ
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ととなった者の「その後の」教育という位置
づけであり、法的拘束力のない努力義務規
定であるためと思われる。したがって、本条
に違反すると推察される事案においても、
結局のところ、問題となるのは安衛法第 59
条第 3 項または第 61 条に対する違反の有
無が中心となるのではないだろうか。 
もっとも、本条は特別教育および就労制

限業務よりも対象範囲が広く、これらに該
当しないが、少なくとも準ずる危険有害業
務については本条が根拠となり得る。 

 
３．６ その他 
３．１ 民事上の効果 

 
 本条は、努力義務規定にとどまるもの
であり、労働者が本条に基づく教育の実
施を事業者に対して請求したり、不実施
を理由とする民事上の責任を追及したり
することについて、直ちに認められると
はいいがたい。 
 もっとも、本条は、安衛法第 59 条第 3
項の特別教育の対象となる業務に従事す
る者及び第 61 条の就労制限にかかる業
務に従事する者が対象となっている。そ
して、本条がこれらの規定を設けた趣旨
がより効果的に・継続的に確保されるこ
とを目的としていることに照らせば、労
働者が本条に基づく教育を求めていたに
も関わらず、それを実施しなかった等の
事情がある場合は、それが考慮要素とし
て判断に影響を与える可能性はあると思
われる。 

 

 

４ 第 61 条 
４．１ 条文 
（就業制限） 
第六十一条 事業者は、クレーンの運転そ
の他の業務で、政令で定めるものについて
は、都道府県労働局長の当該業務に係る免
許を受けた者又は都道府県労働局長の登録
を受けた者が行う当該業務に係る技能講習
を修了した者その他厚生労働省令で定める
資格を有する者でなければ、当該業務に就
かせてはならない。 
２ 前項の規定により当該業務につくこと
ができる者以外の者は、当該業務を行なつ
てはならない。 
３ 第一項の規定により当該業務につくこ
とができる者は、当該業務に従事するとき
は、これに係る免許証その他その資格を証
する書面を携帯していなければならない。 
４ 職業能力開発促進法（昭和四十四年法
律第六十四号）第二十四条第一項（同法第二
十七条の二第二項において準用する場合を
含む。）の認定に係る職業訓練を受ける労働
者について必要がある場合においては、そ
の必要の限度で、前三項の規定について、厚
生労働省令で別段の定めをすることができ
る。 
 
４．２ 趣旨と内容 
４．２．１ 第 61 条 
４．２．１．１趣旨 
労働者が従事する業務の中には重大な事

故を引き起こす危険性の高いものがある。
そこで、本条では、一定の危険有害業務につ
いて、当該業務に従事できるためには、免許
等の資格を要することを求め、就業を制限
する旨を定めている。 
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４．２．１．２ 内容 
４．２．１．２．１ 対象業務 
本条所定の就業制限の対象となる危険有

害業務には、クレーンやフォークリフトの
運転業務、ボイラーを取り扱う業務など、以
下 16 の業務がある（安衛令第 20 条）。 
事業者は、都道府県労働局長の免許を受

けた者あるいは技能講習を修了した者など
の資格を有する者に対してのみ、当該業務
に従事させることができる（安衛則第 41条
別表第三）。なお、これらの資格を有する者
は、当該業務に従事する際は、免許証その他
その資格を証する書面を携帯していなけれ
ばならない（安衛法第 61 条第 3 項）。 
 
①発破の場合におけるせん孔、装てん、結
線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検
及び処理の業務 
 

②制限荷重が五トン以上の 揚
よう
貨
か
装置
そ う ち

（船

舶に取り付けられたデリックやクレーンの
設備）の運転の業務 
 

 
 
shi-tsu-gyo.com 
https://shi-tsu-gyo.com/youkasouchi/ 

 
③ボイラー（小型ボイラーを除く。）の取扱
いの業務 
 

 
 
④前号のボイラー又は第一種圧力容器（小
型圧力容器を除く。）の溶接（自動溶接機に
よる溶接、管（ボイラーにあつては、主蒸気

管及び給水管を除く。）の 周
しゅう

継手
つ ぎ て

（ボイラ

ーの主要部分の胴またはドラムは、通常、円
筒形になっており、円筒状に巻かれた鋼板
の両端を鏡板でふさいだ接続部分（＝継手）
の周方向を溶接したもの）の溶接及び圧縮
応力以外の応力を生じない部分の溶接を除
く。）の業務 
 

 
 
WEB 無料資格講座 二級ボイラー資格講座 
http://boiler.shichihuku.com/kakubu.html 
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⑤ボイラー（小型ボイラー及び次に掲げる
ボイラーを除く。）又は第六条第十七号の第
一種圧力容器の整備の業務 
 
イ）胴の内径が七百五十ミリメートル以下
で、かつ、その長さが千三百ミリメートル以
下の蒸気ボイラー 
 
ロ）伝熱面積が三平方メートル以下の蒸気
ボイラー 
 
ハ）伝熱面積が十四平方メートル以下の温
水ボイラー 
 
ニ）伝熱面積が三十平方メートル以下の貫
流ボイラー（気水分離器を有するものにあ
つては、当該気水分離器の内径が四百ミリ
メートル以下で、かつ、その内容積が〇・四
立方メートル以下のものに限る。） 
 
⑥つり上げ荷重が五トン以上のクレーン（

跨
こ
線
せん
テルハを除く。）の運転の業務 

 

 
跨線テルハ 
岡山市 国富 973 赤木幸茂氏 HP 
http://www.lok.jp/prototyp/mahoroba/61_
9_9_d.htm 

 
⑦つり上げ荷重が一トン以上の移動式クレ
ーンの運転（道路交通法（昭和三十五年法律
第百五号）第二条第一項第一号に規定する
道路（以下この条において「道路」という。）
上を走行させる運転を除く。）の業務 
 
⑧つり上げ荷重が五トン以上のデリックの
運転の業務 
 
⑨潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは
手押しポンプによる送気又はボンベからの
給気を受けて、水中において行う業務 
 
⑩可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属
の溶接、溶断又は加熱の業務 
 
⑪最大荷重（フオークリフトの構造及び材
料に応じて基準荷重中心に負荷させること
ができる最大の荷重をいう。）が一トン以上
のフォークリフトの運転（道路上を走行さ
せる運転を除く。）の業務 
 
⑫機体重量が三トン以上の別表第七第一号、
第二号、第三号又は第六号に掲げる建設機
械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自
走することができるものの運転（道路上を
走行させる運転を除く。）の業務 
 
⑬最大荷重（ショベルローダー又はフォー
クローダーの構造及び材料に応じて負荷さ
せることができる最大の荷重をいう。）が一
トン以上のショベルローダー又はフォーク
ローダーの運転（道路上を走行させる運転
を除く。）の業務 
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⑭最大積載量が一トン以上の不整地運搬車
の運転（道路上を走行させる運転を除く。）
の業務 
 
⑮作業床の高さが十メートル以上の高所作
業車の運転（道路上を走行させる運転を除
く。）の業務 

 
株式会社カネコ・コーポレーション HP 
https://www.kaneko.ne.jp/product/%E9%
AB%98%E6%89%80%E4%BD%9C%E6%
A5%AD%E8%BB%8A/ 
 

⑯制限荷重が１トン以上の 揚貨
よ う か

装置又は

つり上げ荷重が１トン以上のクレーン、移
動式クレーン若しくはデリック（貨物を吊
り上げることを目的とするクレーン）の玉
掛け（デリックやクレーンのフックに貨物
等を掛けること）の業務 
 

 
デリック 
デリックの定義と種類 (crane-club.com) 
http://www.crane-
club.com/study/derrick/definition.html 
 
 
４．２．１．２．２ 罰則 
事業者は、本条第 1 項に違反して政令で

定める業務に所定の資格を有しない者を本
条で禁止される業務に就かせた場合、6 カ
月以下の懲役または 50 万円以下の罰金に
処せられる（安衛法第 119 条第 1 号）。ま
た、所定の資格を有さない者が、同第 2 項
に違反して政令で定める禁止業務を行った
場合は、当該業務を行った者が 50 万円以下
の罰金に処せられることとなる（安衛法第
120 条第 1 号）。さらに、事業者は、同第 4
項の厚生労働省令に違反した場合、6 カ月
以下の懲役または 50 万円以下の罰金に処
せられる（安衛法第 119 条第 4 号）。 
 
４．２．１．２．３ 特別教育と就業

制限 
安衛法第 59 条第 3 項が定める特別教育

は、その名宛人が事業者になっており、第
59 条第 3 項に違反する事業者は、6 カ月以
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下の懲役または 50 万円以下の罰金に処せ
られる（安衛法第 119 条第 1 号）。特別教
育の実施は事業者の義務であるから、これ
を受けずに当該業務に就いた労働者が罰せ
られることはない。 
これに対して、法第 61条第 1項は、事業

者が、資格を有さない者に対して、安衛令第
20 条に定める 16 業務に就かせることを禁
じている。「資格を有する者でなければ」と
は、事業主、法人の役員等であっても当該業
務を行うためには資格を要することを意味
する。 
また、同条第 2 項は「前項の規定により

当該業務につくことができる者以外の者は、
当該業務を行なつてはならない」と定めて
おり、制限業務に労働者を就労させた事業
者のみならず、制限業務に従事した当人も
処罰の対象となることを定めている。すな
わち、本条の適用対象となる者の範囲は、法
第 59 条第 3 項より広範なものとなってい
る。これは、安衛則 36 条で定める特別教育
を要する業務よりも、安衛令第 20 条に定め
る就業制限にかかる業務の危険・有害性が
より高いことを示している。 
実際の適用事例としては、法令で定める

資格を有しないにも関わらず、最大荷重 1
トン以上のフォークリフトを運転した事業
者Aの代表取締役Bが労働基準監督署から
指導を受けた例がある。 
 
４．３ 関連規定 

(1)法第 59 条第 3 項：事業者に対し、安
衛則 36 条に定める「危険または有害な業務」
（研削砥石の取替の業務、小型ボイラーの
取扱いの業務、動力プレス機械の金型の調
整など 57 業務）にかかる特別教育を実施す

ることを義務づける規定（違反には 6 カ月
以下の懲役または 50 万円以下の罰金に処
せられる（法 119 条 1号））。 
 
４．４ 沿革 
 
労働基準法 〇労働基準法（昭和 22 年

4 月 7日法律第 49 号）は、
制定当初、第５章に「安全
及び衛生」を設け、第 49 条
に「使用者は、経験のない
労働者に、運轉中の機械又
は動力傳導裝置の危險な
部分の掃除、注油、險査又
は修繕をさせ、運轉中の機
械又は動力傳導裝置に調
帯又は調索の取付又は取
外をさせ、動力による起重
機の運轉をさせその他危
險な業務に就かせてはな
らない。 
 使用者は、必要な技能を
有しない者を特に危險な
業務に就かせてはならな
い。 
 前二項の業務の範囲、経
驗及び技能は、命令で定め
る。」と規定する。 
 
〇旧労働安全衛生規則（昭
和 22 年 10 月 31 日労働省
令第 9 号）は、第 44 条に
おいて「使用者は、第四十
九条第二項の規定により、
都道府縣勞働基準局長の
行う技能試驗に合格し免
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許を受けた者でなければ、
左の各號の一に該當する
業務に就かせてはならな
い。 
一  汽缶のふん火その他
取扱の業務 
二  溶接による汽缶の製
造若しくは改造又は修繕
の業務 
三  巻上能力五トン以上
の起重機運轉の業務 
四  アセチレン溶接裝置
の作業主任の業務 
五  映寫機による上映操
作の業務 
前項の規定による免許を
受けたものでなければ、當
該業務についてはならな
い。 
 第一項の試驗及び免許
に關する規定は、第四編各
章に定めるところによ
る。」 
 

労働安全衛
生法 

○労働安全衛生規則（昭和
47年労働省令第 32号）は、
第 42 条に、 
 
 

 
４．５ 運用 
４．５．１ 適用の実際 
４．５．１．１ 指導・送検事例 
危険・有害業務については、安全衛生教育

（法 59 条 1 項および 2 項）、特別教育（法
第 59条 3項）または本条の就業制限が、危

険・有害の程度に応じて段階的に分類され
る。 
 例えば、フォークリフトの運転業務の場
合、最大荷重 1t 未満であれば特別教育を修
了することで行うことができるが、最大荷
重（基準荷重中心に負荷させることのでき
る最大の荷重）1t 以上のフォークリフトの
運転（道路上を走行させる運転を除く。）の
業務は、フォークリフト運転技能講習修了

者または職業能力開発法に定める 揚
よう
重
じゅう

運

搬機械運転系港湾荷科の訓練（通信の方法
によるものは除く。）を修了した者でフォー
クリフトについての訓練を受けた者等でな
ければ実施できない。 
実際の適用では、フォークリフト運転技

能講習を修了していない労働者に最大荷重
が 1t以上のフォークリフトの運転業務を行
わせていたことから、有資格者に当該業務
を行わせるよう指導されている。 
 本条違反で送検されるケースも、例えば、
無資格の労働者にフォークリフトの運転業
務や移動式クレーンの玉掛け業務などを行
わせるものが多い。 
 
４．５．１．２ 適用対象者 
資格を有さない者が就業制限にかかる業

務を行った場合、実務上は、無資格者を就労
させた事業者に対して法第 61 条第 1 項が
適用され、監督行政が指導・処分を行うケー
スが圧倒的に多い。 
しかし、法第 61 条は、無資格者に就労さ

せた事業者のみならず、無資格のまま就労
した当人についても処分の対象としている
（同条 2項）。ここでは、当該事業者との雇
用関係または指揮命令関係、当人の労働法
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上の地位等は問題とならず、事業の代表者
や法人の役員、個人事業主（一人親方）等も
含まれる。実務上は、事業者の指揮監督権が
及ばない状況下、すなわち、労働者が無資格
のまま就労しており、当該事実を事業者が
関知していない場合などがある。 
この場合、無資格で就労している主体が

一人親方等である場合、法第 61 条第 2 項が
適用され、無資格で就労した本人が処分の
対象となる。 

 
４．５．１．３ 法第 61 条第 1 項の

範囲 
 法第 61 条第 1 項は、｢事業者は、……(略)
……、当該業務に就かせてはならない。｣と
規定しており、事業者自身が無資格で制限
業務を行った場合に、当人に同規定が及ぶ
かが必ずしも明らかではない。 
事実、監督官を対象に行ったアンケート

調査では、略式ではあるが、起訴例において
も、その根拠を第 1 項あるいは第 2 項に拠
るべきかで適用の判断が分かれているとの
回答がみられる。 
 仮に、事業者自身が制限業務に無資格の
まま就労した場合の解釈として、第 1 項は
及ばないとする場合、第 1 項違反に比べて
法定刑の軽い第 2 項を根拠に処分されるこ
とになる。他方、事業者が事業者自身を制限
業務に就かせた事業者としての責任として
第 1項が及ぶとも解し得る。 
 しかし、第 1 項は、無資格者を就労させ
ることによって、当該他人を危険にさらし
た使用者責任を事業者に課すものであると
解せば、雇用関係または指揮命令関係等に
照らして、危険な業務命令に従わざるを得
ない労働者と違い、事業者本人が無資格の

まま就労した場合に、第 1 項に比べて法定
刑の軽い第 2 項が適用されることは妥当で
あると考える。 
 
４．５．２ 関係判例 
（１）旧労基法第 49 条第 2 項にもと

づく就労制限の対象となるのは、無資

格者を有資格者の補助者として就労

制限された業務に就かせる場合にも

及びうることを示した例（岡部組事件

人吉簡判昭和 45 年 2 月 20 日判時第

602 号 105 頁、注解 4101 頁） 
 
＜事実の概要＞ 
 被告人 Y1は、土木建築工事を営む有限会
社岡部組の代表取締役であり、熊本県知事
から火薬類消費の許可を受け、建設省から
請負った球磨郡五木村上荒地の五木ダムサ
イド試掘横坑工事（以下、「本件ダム工事」
という。）において火薬類を消費し、かつ労
働者を使用していた。 

Y1 は、昭和 44 年 2 月 1 日頃から同年 5
月 6 日までの間、本件ダム工事の現場にお
いて、火薬類を消費する場所に火薬類取扱
所を設けていなかった。また、導火線発破の
業務は、本件ダム工事の現場代理人である
Y2 が行ったが、Y2 は導火線発破の業務に
就く資格を有していなかった。 

 
＜判旨＞ 
弁護人は、「Y2は有資格者である Hの補

助者として判示業務に従事したのであり、
Y1 も Y2 にその旨命じたに過ぎないから、
Y1の行為は労働基準法四九条二項、一一九
条一号、労働安全衛生規則四四条の二の二
の一項には該当しないと主張するけれども、
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右法令は労働者の安全を保障するため使用
者が必要な技能を有しない者を特に危険な
業務に就かせることを禁止しているのであ
り、他方その唯一の例外として同法七〇条、
七一条は必要な技能を有しない者であつて
も技能養成の場合にはその必要の限度で危
険業務の就業制限に関する規定について命
令で別段の定をすることができる旨規定し
ているのであるから、右例外事由に該当し
ない本件においては、労働者を独立して右
業務に就かせると、或いは有資格者の指揮
命令に従い手足のように使用される補助者
として右業務に就かせるとにかかわりなく、
必要な技能を有しない労働者を特に危険な
業務に就かせることによつて労働基準法一
一九条一号（四九条二項）は充足されるもの
といわなければならないばかりでなく、・・・
Y2 は独立して判示業務に従事し、かつ Y1
はこれを認容したものであることが認めら
れる」。 
 
＜判決から汲み取り得る示唆＞ 
 労基法や安衛法において、一部の業務に
就業制限が課されている趣旨は、災害が生
じたときに労働者が被り得る危険が大きい
と考えられるものについて、特に労働者の
安全を保障することにある。 
旧労基法でも例外的に無資格者に対して

「長期の敎習を必要とする技能者を労働の
過程において養成するために必要がある場
合」は、当該業務に就くことが認められてい
たが（旧労基法第 70条、第 71 条）、そのた
めには、予め、対象となる人数、教習方法、
契約期間、労働時間、賃金の基準および支払
い等を定めたうえで「行政官廳の認可を受
けなければならない」（旧労基法第 71 条）

とされていた。 
そのため、有資格者以外の従事が禁止さ

れる業務には、「有資格者の指揮命令に従い
手足のように使用される補助者」としてで
あっても、従事させてはならないことが示
唆される。 
 
４．６ その他 
４．１ 民事上の効果 
 無資格の労働者を制限業務に就かせた結
果、労働災害が発生した場合、事業者は債務
不履行または不法行為に基づく安全配慮義
務違反に問われ、損害賠償を請求されうる。
また、本条は労働者が制限業務を行うこと
も罰則付きで禁止しており、事業者に対す
る安全配慮義務違反が認められる場合であ
っても、過失相殺の対象となりうる（福岡高
判平 13・7・31判時 1806 号 50 頁）。 
 
５ 第 62 条 
５．１ 条文 
 
（中高年齢者等についての配慮） 
第六十二条 事業者は、中高年齢者その他
労働災害の防止上その就業に当たつて特に
配慮を必要とする者については、これらの
者の心身の条件に応じて適正な配置を行な
うように努めなければならない。 
 
５．２ 趣旨と内容 
５．２．１ 第 62 条 
５．２．１．１ 趣旨 
年齢が高くなると、一般に身体的機能等

が低下し、それにより労働災害発生のリス
クが高まることがある。また、法案審議にお
いても、中高年齢層は、急激に変化する生産
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方式や工法等について若年層に比して適応
力が之しいために労働災害を被る比率が高
いとの認識が持たれていた 91。そこで、安衛
法第 62 条は、事業者が中高年齢者その他労
働災害の防止のために、とくに就業上の配
慮が必要な者について、心身の条件に応じ
た適正配置をするよう努めるべきことを定
め、労働災害発生のリスクが特に高く配慮
が必要な労働者の保護を図っている。なお、
本条に法的拘束力はない。 
 
５．２．１．２ 内容 
５．２．１．２．１ 中高年齢者 
労働災害による休業 4 日以上の死傷者数

のうち、60歳以上の労働者が占める割合は、
2019 年は 27％であり、若年層に比べて高
年齢層で労働災害発生率が高いことが統計
上示されている 92。しかし、他方で、中高年
齢の労働者には、若年労働者にはない、長年
の経験・研鑽で培われた技能や精神的な安
定がある。したがって、年齢を理由に危険を
伴う業務から画一的に中高年齢者を排除す
るのは労使双方にとって望ましいとはいえ
ず、各労働者の心身の機能・状態に応じた適
正配置をし、必要があれば就業上の配慮を
することが求められる。 
心身の条件に応じた適正配置の具体例と

して、例えば、ハンマーやシャベル作業等の
重激な筋労働、脚力や反応の敏捷さが求め
られる高所作業等が挙げられる。事業者は、

 
91 第 68回国会衆議院社会労働委員会第 5
号・昭和 47 年 3 月 10 日（渡邊（健）発
言） 
92 厚生労働省「高年齢労働者の安全と健康
確保のためのガイドライン」パンフレット

作業の性格と従事させようとする労働者の
心身の条件が作業の安全な遂行上、問題が
ないかを個別具体的に考慮することになる
93。 
 
５．２．１．２．２ その他労働災害

の防止上その就業に当たって特に配

慮を必要とする者 
本条の「その他労働災害の防止上その就

業に当たって特に配慮を必要とする者」に
含まれる者としては、通達では高年齢者の
ほかに身体障害者および出稼労働者が例示
されている 94。 
身体障害者が含まれているのは、当時の

雇用情勢において就職が困難な年齢階層と
してその雇用促進を目的に、昭和 46 年 9月
17日に成立した中高年齢者等の雇用の促進
に関する特別措置法と身障者雇用促進法の
両法が深い関係にあることがある 95。 
 
５．３ 関連規定 
５．３．１ 法条 
 (1)法 60 条：事業者に対し、作業主任者
を除く新たに職長その他職長その他の作業
中の労働者を直接指導又は監督する者への
安全衛生教育を義務づける規定（違反には）。
実施すべき職長教育の内容には、作業方法
の決定及び労働者の配置に関することが含
まれており（1 号）、性別、年齢、障害、心
身の状態などの作業者の特性を考慮して決

（4頁版） 
93 コンメンタール・574 頁。 
94 昭和 47・9・18 基発第 602 号。 
95 第 65回国会衆議院社会労働委員会第 5
号・昭和 46 年 2 月 23 日（田畑金光発言） 
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定されなければならない。 
 
５．４ 沿革 
５．４．１ 制度史 
本条は、旧労基法にはなく労働安全衛生

法制定時に規定されたものである。労働力
人口の高齢化や人手不足を背景とする高年
齢者の雇用促進等の労働政策上の要請にも
合致する。 
 
５．４．２ 背景となった災害等 
 直接的な関係性は明らかではないが、昭
和 44（1969）年 4月 1 日に東京の荒川放水
路における第二新四ツ木橋の建設現場で橋
脚の基礎工事を行っていた作業員 8 名の死
亡事故がある。また、同年 11 月 25日には、
大阪の尻無川大水門工事の現場で、作業員
11 名が死亡する事故が起きている。同事故
は、中央ケーソンのロックシャフト連結部
の取り付けボルトが破損したことで、1.8m
のケーソン沈下を引き起こしたとされる。 
 これらの事故で犠牲となった作業員の中
には出かせぎ労働者も一定数いたとされ、
第 63回国会衆議院（昭和 45 年 3月 31日）
では、出かせぎ労働者の就労環境、労働条件
の対策の不備が原因ではないかとの指摘が
なされている。 
 
５．５ 運用 
５．５．１ 適用の実際 
 本条は、教育に特化したものではないが、
監督指導の場面においては、特に中高年齢
者の転倒災害について重点が置かれ、それ
以外については踏み込んだ指導を行ってい
ないのが実態のようである。また、教育とい
う形で指導していないが、エイジフレンド

リーや通達を用いたソフトな指導を行って
いる。 
なお、安衛法において、「中高年齢」、「高

年齢」等の定義・範囲は定めていない。 
 
 
５．５．２ 関係判例 
本条が直接の根拠とされていないが、社

会通念上高齢者である労働者にとって危険
性が高いと認められるプレスブレーキの作
業を提供した結果生じた事故に対し、高齢
者事業団の信義則上の保護義務違反を認め
た例として、綾瀬市シルバー人材センター
（Ｉ工業所）事件（横浜地判平 15・5・13 労
判 850 号 12 頁）がある。 

 
＜事実の概要＞ 
事業団は、健康で働く意欲のある高齢者

（60 歳以上）の希望に応じた臨時的かつ短
期的な就業の機会を確保し、及びこれらの
者に対して組織的に提供することにより、
高齢者の生きがいの充実と社会参加の促進
を図るとともに、その経験と能力を生かし
た活力ある地域社会づくりに寄与すること
を目的とする。 
 事業団の目的に賛同する 60 歳以上の健
康かつ就労意欲のある者は、事業団の会員
となり、臨時的かつ短期的な雇用以外の就
業機会の提供を受ける。 
事業団の会員であった原告 X は、事業団

による就業機会の提供に応じ、平成 7 年 10
月 8日から、I 工業所の工場内の作業に従事
していた。 

X は、同年 11 月 29 日、同工場 1 階に設
置されたプレスブレーキを操作して鉄板の
曲げ加工の作業に従事中、テーブル奥のス
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トッパーの下側に入った鉄板の左側部分を
正しい位置に引き戻そうとして左手をテー
ブル奥に入れたところ、左手をテーブル奥
に差し込んだ状態のまま、誤ってフットス
イッチを踏み込んだため、ラム（下降して鉄
板に圧力を加えて作用する鋭利な刃物状の
金属部分）がテーブルに下降し、これによっ
て左手の示指、中指、環指及び小指の４指を
その基節骨基部から切断する傷害を負った。 

X は、同日Ｋ大学病院形成外科に入院し、
本件事故による負傷部分の再接着手術を受
けたところ、平成 9 年 4月 15 日、身体障害
者福祉法別表四に該当する障害を残して症
状固定となった。 
 被告 Yは、平成 10 年 10 月 1日、神奈川
県知事から民法 34 条所定の設立許可を受
けるとともに、同日高年齢者等の雇用の安
定等に関する法律（ただし、平成 11 年法律
第 160 号による改正前のもの。以下「高年
齢者雇用安定法」という。）46 条 1 項所定
のシルバー人材センターの指定を受けて、
同日設立された社団法人であるが、同年 9
月 11 日設立総会を開催し、事業団を発展的
に解散し Y に移行すること及び事業団の残
余財産を Y に移管することを決議した。 
 X は、Y が事業団の地位を承継したと主
張して、Yに対し、主位的に債務不履行、予
備的に不法行為に基づき、損害賠償を求め
て訴えを提起した。 
 
＜判旨～一部認容、一部棄却＞ 
事業団が会員に就業の機会を提供するに当
たって負う義務及びその内容については、
「高齢者事業団、シルバー人材センター、ひ
いては事業団の設立の経緯、高年齢者雇用
安定法の成立及び関係規定の内容、労働省

の行政指導の内容、事業団設立前後の綾瀬
市ないし事業団の広報活動の内容、事業団
における就業の機会の確保及び提供の仕組
み、一般に指摘されている加齢によって人
が持つに至る身体的心理的特性などの認定
事実に、『事業団は、健康で働く意欲を持つ
高齢者…の希望に応じた臨時的かつ短期的
な就業の機会を確保し、及びこれらの者に
対して組織的に提供することにより、高齢
者の生きがいの充実と社会参加の促進を図
るとともに、その経験と能力を生かした活
力ある地域社会づくりに寄与することを目
的とする。」（規約３条）との事業団の目的を
合わせ考えれば、事業団は、規約４条１号に
基づいて高齢者である会員に対して就業の
機会を提供するに当たっては、社会通念上
当該高齢者の健康（生命身体の安全）を害す
る危険性が高いと認められる作業を内容と
する仕事の提供を避止し、もって当該高齢
者の健康を保護すべき信義則上の保護義務
（健康保護義務）を負っているものと解す
るのが相当である。そして、ある作業が社会
通念上当該高齢者の健康を害する危険性が
高いと認められる作業に当たるかどうかは、
作業内容等の客観的事情と当該高齢者の年
齢、職歴等の主観的事情とを対比検討する
ことによって、通常は比較的容易に判断す
ることができるものと考えられる。」 
 本件についてみると、「X は、大学卒業後、
約 8年間製薬会社等に勤務した後、約 32 年
間株式会社 N 総合研究所（以下「Ｎ総研」
という。）に勤務して化学に関連する情報や
企業の分析及びそれらの情報提供等のデス
クワークに従事し、平成 5 年 12 月 5 日同
研究所を定年退職したが、それまで、一度も
機械作業に従事したことがなかった。」 
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「本件プレスブレーキによる作業は、作業
員が手で鉄板をテーブルの上に乗せ、スト
ッパーに合うように設置した後、手を離し
フットスイッチを踏み込んでラムを下降さ
せることにより鉄板を折り曲げる仕組みと
なっているが、作業の過程において何かの
都合でテーブルとラムとの間に手を挿入す
る必要が起こらないとは言い切れず、その
際一瞬の不注意によってフットスイッチを
踏み込んでしまうと、安全装置が装着され
ていない本件プレスブレーキの場合、ラム
が自動的に下降してしまい、テーブルとラ
ムとの間に挿入した手を切断するという重
大な結果を引き起こすに至ることは、上記
ア認定の事実から容易に推測することがで
きるものである。 
本件事故は、まさに上記のような経緯に

よって発生したもので、通常の工場労働者
であっても、わずかな気のゆるみによって
このような結果を発生させる事態があり得
ないではないと考えられるのに、X は、身
体的対応が遅れがちで、危険を避けるとっ
さの行動をとることが困難になるなどの身
体的心理的特性を持つことが指摘される高
齢者であり、加えて、大学卒業後の大部分の
期間を定年退職時までデスクワークに従事
し、この間一度も機械作業に従事したこと
がなかったというのである。 
このように見てくると、本件プレスブレ

ーキによる作業は、作業内容等の客観的事
情と X の年齢、職歴等の主観的事情とを対
比検討した場合、社会通念上高齢者である
X の健康を害する危険性が高いと認められ
る作業に当たるということができる。にも
かかわらず、事業団は、本件プレスブレーキ
による作業も含まれるものとして X に対し

て上記工場内作業の仕事を提供し、X がこ
れに応じて本件プレスブレーキによる作業
に従事した結果、本件事故に至ったのであ
るから、事業団は、X に対する健康保護義
務の違背があったものとして、債務不履行
に基づき、本件事故によって X が被った損
害を賠償すべき義務があるというべきであ
る。なお、Yは、事業団の義務違反と本件事
故との間の相当因果関係の存在を否定する
が、X が本件プレスブレーキによる作業が
重大な結果を引き起こすことがあり得る作
業であることについて全く予備知識を欠い
た状態で本件プレスブレーキによる作業を
含む仕事の提供に応じたのであるから、会
員に事業団からの仕事の提供に対する諾否
の自由があるという点を考慮しても、相当
因果関係の存在を否定することは当を得な
いというべきである。また、Ｉ工業所の関係
者による本件プレスブレーキの操作方法の
指示の存在は、過失相殺事由として考慮す
れば足りる事柄というべきである。  
 そして、Y が平成 10 年 9 月 11 日開催の
設立総会において、事業団を発展的に解散
し Y に移行すること及び事業団の残余財産
を Y に移管することを議決したことからす
れば、Y は、事業団の法的地位を引き継いだ
ものとして、X に対する上記損害賠償義務
を承継したものということができる。」 
 
＜判決から汲み取り得る示唆＞ 
 判決では、法 62 条についての直接の言及
はないが、高年齢者の場合、「身体的対応が
遅れがちで、危険を避けるとっさの行動を
とることが困難になるなどの身体的心理的
特性を持つことが指摘される」ため、「健康
を害する危険性が高いと認められる作業」
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に配置した結果、事故が生じた場合は、「健
康保護義務の違背があったものとして」、債
務不履行に基づく損害賠償責任を負うこと
になると判示した。本判決は、法 63 条への
直接の言及はないが、労働者が高年齢であ
るなど、心身の条件に応じた適正配置が行
われるべきとする本条の趣旨が読み取れる。 
 
５．６ その他 
５．６．１ 民事上の効果 
本条は、事業者に労働者の心身の条件に

応じた適正配置を求めており、雇用継続支
援の性格を有するといえる。本条について
は、事業者が本条の趣旨に適う適正配置を
行わず、当該労働者に対し解雇その他不利
益取り扱いを行った場合にどのような法的
効果が生じるかが問題となりうる。なお、事
業者が必要な配慮措置を講じなかった結果、
労働災害が発生した場合には、民事上の損
害賠償責任が問われうる。もっとも、本条は
努力義務規定であり、法的拘束力を有さな
い。そのため、直接的な私法上の効果は生じ
ないが、考慮要素の一つにはなりうると思
われる。 
 
５．７ 改正提案 
５．７．１ 要配慮者の範囲 
本条は中高年齢労働者のほか身体障害者、

出稼ぎ労働者が適用の対象となっている。
しかし、労働災害防止の観点から配慮を要
する者は、上記に限定されるものではない。
制定当初において、身体障害者のみに範囲
が限定されていたのは、当時、事業者に雇用
義務が課せられていたのが身体障害者であ

 
96 畠中・前掲註 4（2019 年（平成 31 年・

ったことに起因すると思われる。障害者雇
用促進法の改正により、雇用義務の対象と
なる障害者に知的障害者が加えられたのは
1998年、精神障害者が加えられたのは 2018
年である。しかしながら、配慮を要する障害
者を身体障害者に限定することは、今日に
おいては理由がなく、知的障害者、精神障害
者、発達障害者等も含まれるとすべきであ
る。 
また、外国人労働者 96についても、熟練度

や言語能力に応じた適正配置につき配慮を
要する場合があると考えられることから、
本条の適用範囲に含めることを検討する余
地があると思われる。もっとも、外国人労働
者に射程を拡げる場合、外国人労働者は労
働災害発生のリスクが高い属性であるとの
差別的メッセージを発することにもなりか
ねない。そのため、改正の方向性として外国
人労働者を適用範囲とすべきかを検討する
に際しては、この点を慎重に議論する必要
がある。しかし、安全衛生教育推進要綱（基
初 1012第 1 号・平成 28・10・12）では、
「５．教育等の推進に当たって留意すべき
事項」として、とくに高年齢労働者および外
国人労働者が挙げられていることに照らす
と、労働災害防止上の今日的課題として、高
年齢労働者および外国人労働者への配慮が
認識されているとみることができる。その
具体化する一つの手段として、これらの者
に対する法定外の安全衛生教育の実施を通
達で求める趣旨と考えられるため、本条適
用の要配慮者としても外国人労働者を含め
る方向で議論されるべきものと思われる。 
なお、日本にルーツを持たない外国人労

令和元年））281 頁。 
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働者は、母国に家族または親戚等がいる中
で、日本に就労に来ているともいえるため、
出かせぎ労働者に準ずる者として解するこ
とも可能と思われる。 
 
 
 
 
６ 第 63 条 
６．１ 条文 
（国の援助） 
第六十三条 国は、事業者が行なう安全又
は衛生のための教育の効果的実施を図るた
め、指導員の養成及び資質の向上のための
措置、教育指導方法の整備及び普及、教育資
料の提供その他必要な施策の充実に努める
ものとする。 
 
６．２ 趣旨と内容 
６．２．１ 第 63 条 
６．２．１．１趣旨 
 安全衛生教育が、業種・事業規模に関わら
ず効果的に実施されるためには、教育を行
う指導員を養成したり、教育のための教材
資料の提供その他、安全衛生教育全般の整
備普及について国の支援が必要である。 
 本条は、この旨を明記するものである。 
 
６．２．１．２ 内容 
 本条に基づき設置されたものとして、安
全衛生教育センターがある。同教育センタ
ーは、教育等の水準の向上を図ることを目
的としている 97。同センターは、本条に基づ

 
97 「安全衛生教育及び研修の推進につい
て」平成 3 年 1月 21 日基発第 39 号、改

く国の援助措置の一環として設けられたも
のであり、ここで実施される安全衛生教育
は、その全体系のなかの中核的推進者とな
る指導者の養育を目的としている。基発第
525 号通達では、「名実ともにわが国におけ
る安全衛生教育のメッカとすべきもの」と
されており、安全衛生教育が労働災害防止
のうえで特に重視され、国の支援措置とし
て重視されていたことがわかる。 
同教育センターは、中央労働災害防止協

会及び建設業労働災害防止協会に運営を委
託しており、教育等の講師となる人材養成
の講座を開設している。 
 
６．３ 関連規定 
 該当なし。 

 
６．４ 沿革 
６．４．１ 制度史 
 昭和 48 年に東京安全衛生教育センター
が設立された。 
 
６．４．２ 背景となった災害等 
 安全衛生教育は、工場法時代より、労働災
害を防止するために重要な役割を果たすも
のと位置づけられ、労働基準法では、雇い入
れ時の安全衛生教育が義務づけられていた。
その後、労働安全衛生法の制定により、それ
まで行政指導として進められていた、作業
内容変更時の安全衛生教育、危険有害業務
に対する特別教育、職長教育の実施が事業
者に義務づけられ、とくに危険有害な業務
については就労制限が設けられることとな

正平成 28 年 10 月 12 日基発 1012 第 1
号。 
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った。 
 本条は、事業者に各種教育を義務づける
と同時に、事業者が行う安全衛生教育を効
果的なものにするために国が施策の充実を
図ることが必要との認識から設けられたも
のである。そのため、特定の災害がきっかけ
となって、本条の制定につながったわけで
はない。 
 
６．５ 運用 
６．５．１ 適用の実際 
 条文の性質上、本条が実務で適用される
場面はほとんど想定されない。 
 
６．５．２ 関係判例 
 見当たらなかった。 
 
６．６ その他 
６．６．１ 民事上の効果 
 本条は国の支援措置について定める努力
義務規定であり、民事上の効果はないと思
われる。 
 
 
Ｄ．考察 
① 安全衛生教育を実施すべき対象者 
すでに述べたとおり、安衛法第 59 条第 1

項・第 2 項の安全衛生教育の対象者には「使
用する」すべての者が含まれる。すなわち、
短時間労働者や有期契約労働者、日日雇入
れられる者も安全衛生教育の対象となる。 
 これに対して、雇入れ時の健康診断、定期
健康診断は「常時」使用する労働者に対して

 
98 「建設工事従事者の安全及び健康の確保
に関する基本的な計画」（2017年（平成

実施するようことが求められている。これ
は、「点」で発生する事故とは異なり、健康
状態の悪化が時間的経過（＝「線」）により
段階的に進行するものであるからであろう。 
また、派遣労働者の場合は、雇用関係のあ

る派遣元事業者が実施責任を負うが、就労
形態の特性に照らし、安衛法の適用につい
て特例が設けられている。すなわち、派遣労
働者は、派遣先事業者の指揮命令下で派遣
先事業者の機械または設備を使用して作業
に従事するため、派遣先事業者は、派遣元事
業者に対して積極的に情報を提供すること
が求められるほか、派遣元事業者から安全
衛生教育の委託の申入れがあった場合は、
可能な限り応じるよう努めなければならな
い。しかし、安全衛生教育を実施すべき法令
上の義務を負うのは、派遣労働者の特例を
除けば、雇用関係のある者に限られている。
現行法上、一人親方は、労働安全衛生法上の
労働者ではなく、安衛法第 59 条の安全衛生
教育を受けられる対象とはなっていない。
もっとも、実際の労働現場では、一人親方も
他の労働者と変わらない作業に従事してお
り、業務災害も多数発生している。そこで、
平成 28 年に成立した建設工事従事者の安
全及び健康の確保の推進に関する法律にも
とづき、平成 29 年に「建設工事従事者の安
全及び健康の確保に関する基本的な計画」
が策定された。これにより、一人親方労働者
も、業務の特性や作業実態に応じた安全衛
生に関する知識習得のための支援を受けら
れることになった 98。安全衛生教育の対象
者として残る課題としては、一人親方のよ

29 年））5頁。 
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うに、雇用関係はないが労働実態は安衛法
上の労働者と変わらないプラットフォーム
労働に従事する者が考えられる。想定され
うる安全衛生上のリスクとしては、長時間
労働や過大なノルマ等による心理的負荷
（ストレス）、生活習慣の乱れ、VDT作業
による視力の低下、就労場所・設備の安全衛
生上の問題などが考えられる。 
 
② 就業上の要配慮者の範囲 
安衛法第 62 条は、中高年齢者その他労働

災害の防止のために、事業者が、就業上の配
慮が必要な者に対して、心身の条件に応じ
た適正配置をするよう求めている。中高年
齢者は、個人差はあるものの、加齢に伴い、
脚力や反応の敏しょう性などの機能低下が
みられるため、高所作業や重大事故つなが
りうる機械等を使用する作業など、その「配
置」に留意しなければならないとの趣旨で
ある。 
中高年齢者以外で本条に該当し得るもの

として、通達では、身体障害者および出かせ
ぎ労働者が挙げられているが、以下の者に
ついても、本条の射程に入りうる。 
第 1 に、障害を抱える者全般である。通

達では、身体障害者のみに限定しているが、
それ以外の障害を有する者を排除する理由
はない。どの労働者をどの作業に従事させ
るのかという「配置」だけを問題とするなら
ば、身体的な機能に問題のある者は、事務系
の職場などに配置すれば足りることとなる。
しかし、中高年齢者の労働力を活用する背

 
99 「合理的配慮指針」はインターネットか
ら入手可能である。 
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000

景には、労働力不足や高齢社会に伴う社会
保障制度における財政上の問題の解消とい
った消極的な政策的側面だけでなく、知識
と経験の豊富な中高年齢者の活用が企業活
動に資すると考えられるからであろう。そ
うすると、本条の適用範囲を考える場合、
「適正な配置」とは何か、その具体的内容と
していかなる措置がありうるかは解釈上問
題になるとしても、就業上の措置を講じた
うえで配置することが本条の趣旨に適う
「適正な配置」といえるのではないだろう
か。 
たとえば、平成 28 年改正障害者雇用促進

法にもとづいて策定された合理的配慮指針
別表によると、知的障害者については、「図
等を活用した業務マニュアルを作成」し、
「業務指示は内容を明確にし、一つずつ行
う等作業手順を分かりやすく示す」ことが
必要であるという。また、精神障害者に対し
ては、「できるだけ静かな場所で休憩できる
ように」し、「本人の状況を見ながら業務量
を調整すること」が求められるとする。そし
て、発達障害者に対しては「感覚過敏を緩和
するため、サングラスの着用や耳栓の使用
を認める等の対応を行う」こと等が合理的
配慮に該当するとされる 99。もっとも、上記
の配慮内容は、障害者雇用促進法第 36 条の
5 第 1項の規定にもとづき、同法第 36条の
2 から 4 までの規定にもとづき事業主が講
じるべき措置（合理的配慮）に関する指針と
して例示されたものであり、安衛法第 60条
との関係で直接の根拠となるものではない

078980.html （2020 年 2 月 14 日最終閲
覧） 



－1518－

分担研究報告書（阿部 理香） 

 

ことに留意する必要がある。 
また、障害者雇用促進法第 36 条の 2 から

4 が、雇用の分野における障害者の機会・待
遇の確保または能力の発揮を目的としてい
るの対し、安衛法第 62条は、特別の配慮が
なければ労働災害発生のリスクが上がると
考えられる者に対して、事業者に就業上の
配慮を求めるものであるから、規定の趣旨・
目的も異なる。しかし、労働者が能力を発揮
できるためには、労働災害の発生を防止し、
安全な作業環境を維持することが前提であ
るから、事業者に求められる措置としては
共通するものが多いと考えられる。そのた
め、就業上の事業者の措置または配置につ
いて定める諸規定の関係については、今後、
検討の余地があると考えられる。 
第 2 に、外国人労働者である。本条に出

かせぎ労働者が含まれることになった背景
として、農村等からの出かせぎ労働者が製
造業や建設業等に従事し、労働災害に巻き
込まれる事件が多発していたことにあると
思われる。当時、出かせぎ労働者の賃金その
他の労働条件は相当に低く、法的地位およ
び権利保障は不十分であった。これは、出か
せぎ労働者に農村出身が多く、主管官庁が
農林省および労働省のいずれであるかが曖
昧であったことにも起因していたようであ
る 100。そして、出かせぎ労働者のような労
働者が不慣れな業務を行う場合、労働災害
の発生リスクは高まる。そのため、出かせぎ
労働者の全体的な地位改善の一環としてこ
れを保護するために本条の適用対象に含ま
れたと考えられる。 

 
100 第 63回国会衆議院社会労働委員会第 7
号・昭和 45 年 3 月 31 日 12 頁（小林進発

出かせぎ労働者が直面する状況は外国人
労働者についても同様のことがいえる。当
時の議論でも、出かせぎ労働者の定義につ
いて、「ある一定の期間、現在住んでおると
ころを離れて就労する、こんなのが出かせ
ぎの定義などと言ったら、これは船に乗っ
ているいわゆる船員は出かせぎか。あるい
は外国官庁、公館につとめておる外国勤務
の人たちは出かせぎか。それは出かせぎと
いう広義の解釈も成り立つ 101」との発言も
ある。出かせぎ労働者に含みうるものとし
てどこまで射程を拡げられるかは検討の余
地があるが、外国人労働者をこれに準ずる
者として、理解する余地はあるのではない
だろうか。 
なお、事業者が外国人労働者に対して講

じうる措置（配置）としては、日本語能力が
労働災害を防止する観点から不十分である
と考えられる者に対し、母国語で書かれた
安全マニュアルの配布や作業上の注意事項
を母国語で掲示するなどの措置を講じたう
えで配置すること等が考えられる。 
 
Ｅ．結論 
今年度の研究においては、安全衛生教育

をめぐる法的問題について逐条ごとに検討
し、若干の解説を加えた。平成 26 年度～平
成 28 年度に検討された「リスクアセスメン
トを核とした諸外国の労働安全衛生制度の
背景・特徴・効果とわが国への適応可能性に
関する調査研究」によると、（a）組織の責
任者による真摯で具体的な関与、（b）構造
的で計画的な取り組み、（c）適切な人的・

言） 
101 前掲註 50・8頁（小林進発言） 
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物的資源が利用できる条件の整備、（d）全
ての管理者による安全衛生の重視、（e）直
面課題に応じた柔軟な対応、（f）安全衛生
と組織の生産性や競争力との一体視、の 6
要素を各事業場で展開させることが必要で
あるとされ、そのために、多面的で専門的か
つ柔軟な労働安全衛生行政の推進が求めら
れるとしている 102。 
分担者の担当する安衛法第 6 章は、労働

現場における安全衛生教育の徹底を目的と
しており、上記の 6 要素すべてが複合的に
関連しうるが、なかでも（a）組織の責任者
による真摯で具体的な関与が重要であると
考えられる。労働災害が発生する背景には、
生産性や利益を重視する経営側の姿勢があ
り、これが安全衛生上の教育その他の措置
の不実施や長時間労働などの労働条件悪化
につながっているといえるからである。 
しかし、現行法上、安全衛生教育が法制度

化されているのは、安衛法第 6 章所定の上
記に列挙した法定の各種教育のほかに、作
業主任者への技能講習があるのみである。
そこで、上記報告書では、これらのさらなる
充実とともに、依然として法制度化にいた
っていない経営のトップ層（総括安全衛生
管理者等）、一般従業員層への一般的な安全
衛生教育の実施を図るべきことが提案され
ている 103。 

 
102 三柴丈典ほか「厚生労働省厚生労働科
学研究費補助金労働安全衛生総合研究事業 
リスクアセスメントを核とした諸外国の労
働安全衛生制度の背景・特徴・効果とわが
国への適応可能性に関する調査研究」〔三
柴丈典〕（2014 年度（平成 26 年度）～
2016年度（平成 28 年度））1頁。 

経営のトップ層による関与については、
教育の法制度化のみならず、安衛法違反に
対する刑事制裁も論点になる。この点、報告
書では、事業体の役員の業務が労働安全衛
生に及ぼす影響の大きさや、現にそれゆえ
に企業の取締役個人の民事責任を認める判
例が複数登場して来ていること、イギリス
では既にそうした法制度が採用され、実際
に運用されていること、何より事業体ごと
の安全衛生文化の醸成には、トップ層によ
る安全衛生への責任的関与を図る必要があ
ること等に基づき、現行法上の違反者への
刑事制裁規定とは別に、安全衛生の運営を
担う事業体の役員が、内部統制システムの
管理を怠ったことにより重大な労働災害を
発生させた場合、それゆえに刑事制裁を科
す旨の規定の新設に関する検討可能性が指
摘されている 104。 
労働安全衛生法の制定によって、旧労基

法時代には不十分であった法定の安全衛生
教育制度は強化され、体系化された。しか
し、安全衛生教育を実施すべき条件・対象
者・内容は広範にわたるため、多様な要請に
的確に応じた実施が必要である。とりわけ、
雇用関係はないが、雇用されている労働者
と実態が異ならない者に対する労安衛法上
の対応が、今後の検討課題として求められ
ると考えられる。 

103 三柴・前掲註 50（2014年度（平成 26
年度）～2016年度（平成 28 年度））9
頁。 
104 三柴・前掲註 50（2014年度（平成 26
年度）～2016年度（平成 28 年度））5
頁。 
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 また、安衛法第 62 条にいう「特に配慮を
必要とする者」の範囲については、通達で
は、身体障害者および出かせぎ労働者等が
列挙されるが、身体障害者以外の障害者や
外国人労働者についても含めるべきと考え
られる。また、「適正な配置」の具体的内容
についても検討すべきと考えられる。「適正
な配置」を就業上の措置を講じたうえで配
置することを含むものと解せば、本条の射
程は拡がりうるし、そのように解した方が、
本条の目的にも合致する。 
たとえば、安衛法第 59 条所定の安全衛生

教育を実施する場合、外国人労働者や知的
障害者や発達障害者などでは、必要な配慮
や支援が異なるため、これらの者の心身の
条件に応じた教育を実施することが求めら
れるし、それを行うことは、本条が「適正な」
配置と定めた趣旨に適う配慮義務の履行と
なろう。本条は努力規定であるため法的拘
束力はなく、また、本条を受けて具体的な規
則が置かれているわけではないが、より広
がりのある規定として位置づけていく必要
があるのではないだろうか。 
 
Ｆ．研究発表 
1．論文発表 

  該当なし。 
 

2．学会発表 
   該当なし。 
 
Ｇ．知的所有権の取得状況 
1．特許取得 
   該当なし。 
 

2．実用新案登録 
   該当なし。 
 
3．その他 
   該当なし。 
 
Ｈ．引用文献 
 
脚注を参照されたい。
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図表がある場合は、これ以降に番号順に貼り付け（１段組） 
 

 
特別教育（第 59
条第 3 項） 

 就業制限（第 61
条） 

制限業務に就労する
ことができる者 

  発破の場合にお
けるせん孔、装て
ん、結線、点火、
不発の装薬、残薬
の点検・処理 
 
 
 
 
 
 

ア 発破技師免許を
受けた者 
イ 火薬類取締法に
よる火薬取扱保安責
任者免状を有する者 
ウ 保安技術職員国
家試験規則による 
a 上級保安技術職員
試験合格者（甲種、
乙種、丁種） 
b 発破係員試験合格
者（甲種、乙種） 
c 坑外保安係員試験
合格者（甲種、乙種） 
d 坑内保安係員試験
合格者（甲種、乙種、
丁種） 

研削砥石
と い し

 
 

 
 
那加クレーンセンターHP 
http://nakacc.co.jp/course/
sp_red/kensaku.php 
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プレス又はシャ
ー 

 

 
労働安全衛生推進協会 HP 
http://www.axtu.org/doury
oku-press-
tokubetsukyouiku.html 
 
 
 

  

アーク溶接機 アーク溶接 
 

 
コベルコ教習所 
新潟教習センター 
https://www.kobelco-
kyoshu.com/niigata/license
s/アーク溶接等特別教育/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

可燃性ガス及び
酸素を用いて行
う金属の溶接、溶
断又は加熱の業
務 

ア ガス溶接作業主
任者免許を受けた者 
イ ガス溶接技能講
習を修了した者 
ウ 職業能力開発法
に定める塑性加工
科、構造物鉄工科、
配管科の職種に係る
職業訓練指導員の免
許を受けた者 
エ 保安技術職員国
家試験規則 5 条の溶
接係員試験に合格し
た者 
オ 歯科医師の免許
を受けた者 
カ 歯科技工士の免
許を受けた者 
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電気取扱い    
電気取扱い    
最大荷重 1t 未
満のフォークリ
フト 

 

 
公益社団法人 
福岡県労働基準協会連合会
HP 
https://www.f-
roukijunren.or.jp/フォーク
リ フ ト 運 転 技 能 講
習 %EF%BC%88 最 大 荷
重 %EF%BC%91 ト ン 以
上%EF%BC%89-《登録第
11 号》.html 
 

最大荷重（基準荷
重中心に負荷さ
せることのでき
る最大の荷重）1t
以上のフォーク
リフトの運転（道
路上を走行させ
る運転を除く。）
の業務 

ア フォークリフト
運転技能講習修了者 
イ 職業能力開発法
に定める揚重運搬機
械運転系港湾荷科の
訓練（通信の方法に
よるものは除く。）
を修了した者でフォ
ークリフトについて
の訓練を受けた者等 

最大荷重 1t 未
満のショベルロ
ーダー、フォー
クローダー 

 

 
 
TOYOTA L&F 
http://www.toyota-
lf.com/products/detail/shov
el/ 
 
 
 

最大荷重（負荷さ
せることのでき
る最大の荷重）が
1t 以上のショベ
ルローダー、フォ
ークローダーの
運転（道路上を走
行させる運転を
除く。）の業務 

ア ショベルローダ
ー等運転技能講習修
了者 
イ 職業能力開発法
に定める揚重運搬機
械運転系港湾荷役科
の訓練（通信の方法
によって行うものを
除く。）を修了した
者でショベルローダ
ー等についての訓練
を受けた者等 
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最大積載量 1t
未満の不整地運
搬車 

 最大積載量 1t 以
上の不整地運搬
車の運転（道路上
を走行させる運
転を除く。）の業
務 

ア 不整地運搬車運
転技能講習修了者 
イ 建設業の建設機
械施工技術検定（１
級は実地試験でトラ
クター系機械操作施
工法を選択しなかっ
た者、２級は第二種
から第六種を除く。）
に合格した者 
ウ 旧職業能力開発
法による養成訓練で
建設機械整備科、建
設機械運転科の訓練
（厚生労働省労働基
準局長が指定するも
のに限る。）の修了
者等 

制限荷重 5t 未
満の揚貨装置 

 

 
 

制限荷重 5t 以上
の揚貨装置の運
転 

揚貨装置運転士免許
を受けた者 

伐木等機械 
（伐木、造材又
は原木若しくは
薪炭材の集積を
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行うための機械
で動力を用い、
かつ、不特定の
場所に自走する
もの） 

 

走行集材機械 
（車両の走行に
より集材を行う
あめの機械で、
動力を用い、か
つ、不特定の場
所に自走するも
の） 

   

機械集材装置 
（集材機、架線、
搬器、支柱等に
より構成され、
動力を用い、原
木等を巻き上
げ、かつ、空中
において運搬す
る設備） 

   

簡易架線集材装
置 
（集材機、架線、
搬器、支柱等に
より構成され、
動力を用い、原
木等の一部が地
面に接した状態
で運搬する設
備） 

   

伐木等    
チェーンソー    
機体重量が 3t
未満の整地・運

 機体重量が 3t 以
上の建設機械（整

ア 車両系建設機械
（整地・運搬・積込



－1526－

分担研究報告書（阿部 理香） 

 

搬・積込、掘削
用の小型車両系
建設機械 

地・運搬・積込み
用機械、掘削用機
械）で動力を用い
不特定の場所を
自走できるもの
の運転（道路上を
走行させる運転
を除く。）の業務 

み用機械、掘削用機
械）運転技能講習修
了者 
イ 建設業の建設機
械施工技術検定（１
級は実地試験でトラ
クター系建設機械操
作施工法、ショベル
系建設機械操作施工
法を選択した者、２
級は第四種から第六
種を除く。）に合格
した者 
ウ 職業能力開発法
に定める養成訓練で
建設機械運転科の訓
練（通信の方法によ
るものは除く。）の
修了者等 

機体重量が 3t
未満の基礎工事
用の小型車両系
建設機械 

 機体重量が 3t 以
上の建設機械（基
礎工事用機械）で
動力を用い不特
定の場所を自走
できるものの運
転（道路上を走行
させる運転を除
く。）の業務 

ア 車両系建設機械
（基礎工事用機械）
運転技能講習修了者 
イ 建設業の建設機
械施工技術検定（１
級は実地試験で基礎
工事用機械操作施工
法を選択した者。２
級は第一種から第五
種を除く。）に合格
した者 

  機体重量が 3t 以
上の建設機械（解
体用機械）で動力
を用い不特定の
場所を自走でき
るものの運転（道

ア 車両系建設機械
（解体用機械）運転
技能講習修了者 
イ 建設業の建設機
械施工技術検定（１
級は実地試験でショ
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路上を走行させ
る運転を除く。）
の業務 

ベル系建設機械操作
施工法を選択した
者。２級は第一種、
第三種から第六種を
除く。）に合格した
者 
ウ 職業能力開発法
に定める養成訓練で
建設機械整備科、建
設機械運転科の訓練
（厚生労働省労働基
準局長が指定するも
のに限る。）の修了
者等 

車両系（自走式）
以外の基礎工事
用建設機械 

   

基礎工事用車両
系建設機械 

   

ローラー（諦固
め用建設機械） 

   

コンクリート打
設用車両系建設
機械 

   

ボーリングマシ
ン 

   

ジャッキ式つり
上げ機械 

   

作業床の高さが
10m 未満の高
所作業車 

 作業床の高さが
10m 以上の高所
作業車の運転（道
路上を走行させ
る運転を除く。）
の業務 

高所作業車運転技能
講習修了者 

巻上げ機    
軌道装置の動力    
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車 
小型ボイラー  ボイラー（小型ボ

イラーを除く。）
の取扱い 

ア 特級ボイラー技
士免許を受けた者 
イ 1 級ボイラー技
士免許を受けた者 
ウ 2 級ボイラー技
士免許を受けた者 
エ 一定のボイラー
取扱業務はボイラー
取扱技能講習修了者 

  上覧のボイラー
又は第一種圧力
容器（小型圧力容
器を除く。）の溶
接（自動溶接機に
よる溶接、管（ボ
イラーは主蒸気
管、給水管を除
く。）の周継手の
溶接及び圧縮応
力以外の応力を
生じない部分の
溶接の業務を除
く。）の業務 

特別ボイラー溶接技
師免許を受けた者 

  ボイラー（小型ボ
イラーを除く。）、
第一種圧力容器
（小型圧力容器
を除く。）の整備
の業務 

ボイラー整備士免許
を受けた者 

つり上げ荷重5t
未満のクレーン
及びつり上げ荷
重が 5t 未以上
の跨線テルハ 

 つり上げ荷重 5t
以上のクレーン
（跨線テルハを
除く。）の運転の
業務 

ア クレーン・デリ
ック運転士免許を受
けた者 
イ 運転手が荷とと
もに移動する方式に
あっては床上操作式
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クレーン運転技能講
習修了者 

つり上げ荷重1t
未満の移動式ク
レーン 

 つり上げ荷重 1t
以上の移動式ク
レーンの運転（道
路交通法の道路
を走行させる運
転を除く。）の業
務 

ア 移動式クレーン
運転士免許を受けた
者 
イ 小型移動式クレ
ーン運転技能講習を
修了した者 

つり上げ荷重5t
未満のデリック 

 つり上げ荷重 5t
以上のデリック
の運転の業務 

クレーン・デリック
運転士免許を受けた
者 

建設用リフト    
玉掛け  制限荷重が 1t 以

上の揚貨装置又
はつり上げ荷重
が 1t 以上のクレ
ーン、移動式クレ
ーン若しくはデ
リックの玉掛け
業務 

ア 玉掛け技能講習
修了者 
イ 職業能力開発法
に定める玉掛け科の
訓練（通信の方法に
よって行うものを除
く。）の修了者等 

ゴンドラ    
高気圧作業室及
び気こう室へ送
気するための空
気圧縮機 

   

高圧室内作業に
係る作業室への
送気の調節を行
うためのバルブ
又はコック 

   

高気圧気こう室
への送気又は気
こう室からの排
気の調節を行う
ためのバルブ又
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はコック 
潜水作業者への
送気の調節を行
うためのバルブ
又はコック 

 潜水器を用いて
空気圧縮機若し
くは手押しポン
プによる送気又
はボンベからの
給気を受けて、水
中において行う
業務 

潜水士免許を受けた
者 

再圧室    
高圧室    
四アルキル鉛等    
酸素欠乏危険作
業 

   

特殊化学設備    
透過写真    
核燃料物質等    
原子炉施設にお
ける核燃料物質
等 

   

放射線の事故由
来廃棄物等の処
分 

   

電離放射線特例
緊急作業 

   

特定粉じん作業    
ずい道等    
産業用ロボット    
自動車用タイヤ    
廃棄物の焼却施
設 

   

石綿が使用され
ている建築物、
工作物又は鋼製
の船舶 
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除染等業務及び
特定線量下業務 

   

ロープ高所作業    
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厚厚生生労労働働行行政政推推進進調調査査事事業業費費補補助助金金  

（（政政策策科科学学総総合合研研究究事事業業（（政政策策科科学学推推進進研研究究事事業業））））  

分分担担研研究究報報告告書書  

労労働働安安全全衛衛生生法法第第 6644 条条かからら第第 6688 条条のの 22 のの逐逐条条解解説説  

 

  

分担研究者 石﨑 由希子  横浜国立大学国際社会科学研究院 

 

 

研究要旨 

作業環境測定・評価は「労働衛生の三管理」の 1 つである「作業環境管理」の基盤を

なし、その後必要な場合に行われる労働環境の改善措置の契機となるものである。もっ

とも、作業環境管理を適切に行ったとしても、作業環境が十分に良好な環境にならない

ことや作業自体から健康への悪影響を労働者が受けることがありうることから、「作業

管理」もまた重要となる。さらに、適切な作業管理の下でもなお生じうる健康障害防止

のため、あるいは、作業環境管理や作業管理における課題を明らかにするという点にお

いて、「健康管理」も重要となる。健康診断は「健康管理」の基盤をなすものであり、

その後の労働者個人に対する就業上の措置の他、場合によっては、労働環境改善のため

の措置の契機となるものである。以上のように、三管理は相互に連関するものであり、

また、連関させることにより、労働者の健康障害防止を図っていくことが望まれるもの

である。作業環境測定及び健康診断のいずれにおいても、専門的知見を持つ専門家（作

業環境測定士・医師等）の参与や労働者へのフィードバックが必要とされる。 

当初、「労働衛生の三管理」は、有害業務特有の健康障害リスクに対処するものとし

て発展してきたが、近時、どの業務においても生じうる長時間労働による心身への負荷

やその他の精神的ストレスによる健康障害リスクへの対処が重要な課題とされてきてい

る。こうした健康障害リスクはより個別性が高いという特徴があるものの、健康管理に

必要となるデータを集め、その結果に応じて、必要な就業上の措置を行う点、場合によ

っては、労働環境改善の契機となるという点には違いはないというべきであろう。 

「労働衛生の三管理」に係る様々な規制は、作業環境測定技術や労働環境改善技術等

の工学的技術や医学的知見の進展、新たな疾病の発生（疾病構造の変化）、国際的動向

等を背景として段階的に発展してきたものである。また、法令ではなく各種の通達やガ

イドラインにおいて具体化されている行為規範が多数存在する点も指摘できる。作業環

境管理・作業管理・健康管理の対象は徐々に広がりを見せているが、今後も技術の発展
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や社会の変化等を見据えながら見直しが続けられていく必要がある。 
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Ａ．研究目的 

本研究事業全体の目的は、以下の 3 点に

ある。 

①時代状況の変化に応じた法改正の方向

性を展望すること。 

②安衛法を関係技術者以外（文系学部出

身の事務系社員等）に浸透させ、社会一般

への普及を図ること。 

③安衛法に関する学問体系、安衛法研究

のための人と情報の交流のプラットフォー

ムを形成すること。 

そのため、条文の起源（立法趣旨、基礎

となった災害例、前身）と運用（関係判例、

適用の実際）、主な関係令等（関係政省令、

規則、通達等）を、できる限り図式化して

示すと共に、現代的な課題や法解釈学的な

論点に関する検討結果を記した体系書を発

刊すること。 

本分担研究の目的は、附則を除き 123 条

（枝番号を除く）ある安衛法のうち第 64条

から第 68条の 2について、その課題を果た

すことにある。 

 

Ｂ．研究方法 

安全衛生に詳しい元労働基準監督官から、

現行安衛法の体系に関する解説と安衛法本

体の条文に紐付く政省令の選定を受けたう

えで、法学・行政学を専門とする分担研究

者が、各自、解説書、専門誌に掲載された

学術論文や記事、政府発表資料等の第 1 次

文献のレビューを行って執筆した文案を研

究班会議で報告し、現行安衛法や改正法の

起案に関わった畠中信夫元白鴎大学教授、

唐澤正義氏ら班員らからの指摘やアドバイ

スを得て洗練させた。 

 

Ｃ．研究結果 

いわゆる「労働衛生の三管理」とは、①

作業環境管理、②作業管理、③健康管理を

内容とする。①「作業環境管理」は、労働

者の健康に影響を与える有害因子（有害物

質・物理的条件）を工学的対策により除去・

減少させることによって、その場所で働く

労働者が有害因子にばく露する機会を減少

させるなど、作業環境を良好な状態に維持

管理し、これを目的として作業環境の実態

を把握することを指す。また、②「作業管

理」は、作業のやり方を適切に管理し、作

業環境の悪化や作業者への有害要因へのば

く露の防止を図ること、あるいは、作業環

境が良好であっても、個々の労働者には作

業に伴い疲労やストレスが生ずるおそれが

あるので、これらが過度にならないよう作

業を適切に管理すること、③「健康管理」

は、個々の労働者の健康状態を把握し、必

要な措置を実施したり、さらには日常の生

活指導を行ったりするなど労働者の健康確

保を行うことを内容とする 1。なお、化学物

質を対象とする労働衛生三管理の管理状況

を把握するためには、測定や検査が必要と

なるが、それぞれの評価手法や管理の内容

等は下記及び後掲図表 0のとおりである 2。 

 評価手法

（項目） 

評 価

基準 

評価内容 

作 業 環

境管理 

作業環境

測定（個人

サンプリ

ング法に

よるもの

を含む） 

管 理

濃度 

作 業 場 へ

の 飛 散 の

程度 

作 業 管

理 

作業方法

の適切な

ば く

露 限

作 業 者 の

ば く 露 の
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管理 

個人サン

プリング

法による

ばく露濃

度測定 

界値 程度 

健 康 管

理 

健康診断 生 理

値 等

の 正

常値 

作 業 者 の

健 康 影 響

の程度 

※上記表のうち、個人サンプリング法によ

るばく露濃度測定は、作業方法等によって

高濃度ばく露のおそれがある場合やばく露

限界値が極めて低い有害な物質によるばく

露を低減させる等のためのものである。 

 

労働者の健康影響の予防という観点から

は、作業環境管理が特に重要である。平成

26 年度～平成 28 年度に検討された「リス

クアセスメントを核とした諸外国の労働安

全衛生制度の背景・特徴・効果とわが国へ

の適応可能性に関する調査研究」において

も、現行安衛法から示唆される予防政策の

エッセンスとして、予防政策は 1 次予防か

ら 3 次予防まで包括的に形成されるべきこ

とを前提としつつも、このうち、作業環境

管理などの 1 次予防を優先すべきことが指

摘されていた 3。以下で検討する作業環境測

定・作業環境評価はその管理の状況を把握

するための重要な手段となるものである 4。 

 もっとも、作業環境管理を適切に行った

としても、作業環境が十分に良好な環境に

ならないことや作業自体から健康への悪影

響を労働者が受けることはありうる。その

ため、作業管理が重要となる。 

 さらに、作業管理がなされているとして

も、なお生じることになる健康障害を早期

に把握し、必要な措置をとるためには健康

管理も重要となる。また、場合によっては、

健康障害の発生状況を踏まえて、作業環境

管理・作業管理を見直すことも必要になる。 

 以上のように、労働衛生の三管理はそれ

ぞれが独立したものではなく、相互に関連

しあうことで、労働者の健康確保という目

的を達成するものといえる。 

 

0 第６４条 

0.1 条文 

（削除） 

 

0.2 沿革 

1972（昭和 47）年の安衛法制定当時、本

条は、「事業者は、事業場における衛生の

水準の向上を図るため、作業環境を快適な

状態に維持管理するように努めなければな

らない」と規定しており、施行通達（昭和

47・9・18 基発第 602 号）において、「作

業環境を快適な状態に維持管理する」とは、

「作業環境における温度、湿度、気流、照

明、音響その他の条件が、健康障害防止上

の最低の基準にとどまらず、より快適な状

態に保持されることをいうものであるこ

と」と説明されていた。もっとも、本条は、

「第 7章の 2 快適な職場環境の形成のため

の措置（第 71条の 2―第 71条の 4）」が新

設された 1992（平成 4）年の安衛法改正に

より削除された。同改正は、快適な作業環

境の管理だけでなく、より広い職場環境を

快適にすることが事業者に求められるよう

になったことを示すものといえる。 
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1 第６５条 

1．1 条文 

第第六六十十五五条条  事業者は、有害な業務を

行う屋内作業場その他の作業場で、政

令で定めるものについて、厚生労働省

令で定めるところにより、必要な作業

環境測定を行い、及びその結果を記録

しておかなければならない。 

２２  前項の規定による作業環境測定

は、厚生労働大臣の定める作業環境測

定基準に従つて行わなければならな

い。 

３３  厚生労働大臣は、第一項の規定に

よる作業環境測定の適切かつ有効な実

施を図るため必要な作業環境測定指針

を公表するものとする。 

４４  厚生労働大臣は、前項の作業環境

測定指針を公表した場合において必要

があると認めるときは、事業者若しく

は作業環境測定機関又はこれらの団体

に対し、当該作業環境測定指針に関し

必要な指導等を行うことができる。 

５５  都道府県労働局長は、作業環境の

改善により労働者の健康を保持する必

要があると認めるときは、労働衛生指

導医の意見に基づき、厚生労働省令で

定めるところにより、事業者に対し、

作業環境測定の実施その他必要な事項

を指示することができる。 

 

1．2 趣旨及び内容 

1．2．1 趣旨 

作業環境の実態を正確に把握することは、

「良好な作業環境の維持」、「作業管理」

や「健康管理」を有効に行うための基礎と

なるものである。本条は、こうした観点か

ら、作業環境管理を実施する必要性が高い

有害な業務を行う屋内作業場等一定の作業

場について、作業環境測定の実施並びにそ

の結果の記録について義務付けたものであ

る 5。なお、この規定は、労働者の健康診断

等、労働者の健康管理に関する規定よりも

前に置かれているが、このことも、作業環

境の客観的把握が労働者の健康確保の第一

歩として欠かせないものであることを示す

ものといえる 6。なお、安衛法において、作

業環境測定とは、「作業環境の実態を把握

するため、空気環境その他の作業環境につ

いて行う、デザイン、サンプリング及び分

析（解析を含む。）」と広く定義されてお

り（安衛法第 2 条第 4 号）、本条に基づく

作業環境測定に留まらない。 

 本条第 1 項違反に対しては、6 月以下の

懲役又は 50 万円以下の罰金が（安衛法第

119 条第 1 号）、本条第 5 項における都道

府県労働局長の指示への違反に対しては、

50万円以下の罰金が科されうる（安衛法第

120条第 2号）。 

 本条は作業環境測定実施の履行請求権を

労働者に認めるものではないが、本条違反

の結果、労働者が職業病に罹患した場合に

は安全配慮義務（注意義務）違反に基づく

損害賠償請求が認められる場合がある（1．

4参照）。 

 

1．2．2 内容 

1．2．2．1 作業環境測定を行うべき作業

場 

 本条に基づく作業環境測定を行うべき作

業場は労働安全衛生法施行令第 21 条にお

いて列挙されている。 

①土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じ
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んを著しく発散する所定の屋内作業場（同

条第 1号） 

②暑熱、寒冷又は多湿の所定の屋内作業場

（同条第 2号） 

③著しい騒音を発する所定の屋内作業場

（同条第 3号） 

④所定の坑内作業場（同条第 4号） 

⑤中央管理方式の空気調和設備（空気を浄

化し、その温度、湿度及び流量を調節して

供給することができる設備をいう。）を設

けている建築物の一室が事務所とされてい

る場合（同条第 5号） 

⑥別表第 2 掲載の放射線業務を行う所定の

作業場（同条第 6号） 

⑦別表第 3 第 1 号又は第 2 号掲載の特定化

学物質を製造・取り扱う屋内作業場（同条

第 7号） 

⑧石綿等を取り扱い、若しくは試験研究の

ため製造する屋内作業場若しくは石綿分析

用試料等を製造する屋内作業場又はコーク

ス炉上において若しくはコークス炉に接し

てコークス製造の作業を行う場合の当該作

業場（同条第 7号） 

⑨別表第 4第 1号から第 8号まで、第 10号

又は第 16号の鉛業務（遠隔操作によつて行

う隔離室におけるものを除く。）を行う屋

内作業場（同条第 8号） 

⑩別表第 6 掲載の酸素欠乏危険場所におい

て作業を行う場合の当該作業場（同条第 9

号） 

⑪別表第 6 の 2 掲載の有機溶剤を製造し、

又は取り扱う業務で所定の屋内作業場（同

条第 10号） 

作業場の中には、空気中にばく露を控える

べき有害物質が存在又はこれを取り扱う、

酸素が欠乏している等、化学的に有害な環

境の作業場と作業環境自体に物理的因子に

よる危険が内在している作業場がある。 

 なお、それぞれの作業場における有害要

因と障害の形態、対象作業等は図表 1-1 の

とおりである 7。 

 

1．2．2．1．1 粉じんを著しく発散する屋

内作業場 

 上記作業場のうち、「土石、岩石、鉱物、

金属又は炭素の粉じん（鉱物性粉じん、無

機粉じん）を著しく発散する所定の屋内作

業場」（安衛法施行令第 21 条第 1 号）は、

粉じん則において「常時特定粉じん作業が

行われる屋内作業場」と定義されている（粉

じん則第 25条）。粉じん作業には、①ふる

い分け、混合、袋詰め等、粉末を原材料と

して取り扱う作業の他、②坑内又はずい道

内における掘削、鉱物等の破砕、粉砕、鉱

物又は金属等の裁断、研磨、陶磁器、耐火

物、炭素製品等の仕上げ等の作業、③製品

もしくは半製品又は設備に付着した物質を

取り除く作業、④粉体の運搬、積卸しの作

業等、原材料、製品若しくは半製品又は設

備を取り扱うことに伴い、これらに付着し

た粉じんが飛散する作業、⑤金属又は非金

属の精錬、溶解、湯出し、又は鋳込み、あ

るいは、金属の溶接、溶断、熱処理又は溶

射の作業、⑥金属をアーク溶接する作業等

多様な形態が含まれるが（図表 1-2-1）、

粉じん作業のうち粉じん発生源が「特定粉

じん発生源」であるもの、言い換えれば、

粉じんを著しく発散する場所で行われる作

業が、以下のように、特定粉じん作業に当

たり、作業環境測定の対象となる（粉じん

則第 2条第 2号、同第 3号、別表第 2）。 

①坑内作業又はずい道（トンネル）内の

－1538－



分担研究報告書（石﨑由希子） 

7 

 

建設作業における鉱物等の掘削作業や坑内

又は屋内の破砕、粉砕、ふるい分け作業の

うち、動力によりこれを行う箇所（別表第

2第 1号、同第 2号、同第 8号） 

②坑内作業やトンネル建設作業におい

て、鉱物等をずり積機（図表 1-2-2）等車

両系建設機械により、あるいは、コンベヤ

ーに積み込み、又は積み卸す箇所（同第 3

号、同第 4号） 

③岩石又は鉱物を動力により裁断、彫り、

仕上げたり、岩石、鉱物、若しくは金属を

研磨材の吹き付けにより又は動力により研

磨したりする作業（同第 5号乃至第 7号） 

④セメント、フライアツシユ（※石炭火

力発電所で微粉炭を燃焼した際に発生する

石炭灰のうち集塵機で採取された肺）又は

粉状の鉱石、炭素原料、炭素製品、粉状の

アルミニウム若しくは酸化チタンを袋詰め

する作業（同第 9号） 

⑤粉状の鉱石、炭素原料又はこれらを含

む物を混合し、混入し、又は散布する作業

やガラス、ほうろう、陶磁器、耐火物、炭

素製品等を生産する過程で原料を混合する

作業（同第 10号、同第 11 号） 

⑥耐火レンガ又はタイルの製造工程で原

料を動力により成形する作業や炭素製品等

の半製品又は製品を動力により仕上げる作

業（同第 12 号、同第 13号） 

上記のうち、鉱物等の破砕、裁断、研磨、

仕上げについては、手持式動力工具（図表

1-2-3）ではない固定的な設備（動力）によ

る作業が「常時」行われている場合にのみ

作業環境測定の対象となる。こうした作業

では、作業者のばく露量が多くなりやすく、

ひいては、じん肺（図表 1-2-4、合併症と

して、肺結核、結核性胸膜炎、続発性気胸、

続発性気管支炎、続発性気管支拡張症、原

発性肺がん）を発生させるおそれが高くな

るため、特に作業環境測定の対象とされて

いるといえる（じん肺の原因別疾患名につ

いては下記表参照 8）。反対に、手持式動力

工具である手持式グラインダーを使用して

行う金属研磨作業では、粉じんが発生する

場所が特定の場所とは限らないため、特定

粉じん作業に当たらず、作業環境測定の対

象とはされていない。金属アークを溶接す

る作業（図表 1-2-5）が特定粉じん作業と

されていないのも同様の理由からである。 

 

原因物質 疾患名 職種・職場 

石炭 

遊離珪酸 

 

炭素 

  

珪酸化合

物 

  

  

  

酸化鉄 

アルミニ

ウム 

ベリリウ

ム 

炭坑夫じん肺 

珪 肺 

 

炭素肺 

黒鉛肺 

石綿肺 

 

滑石肺 

珪藻土肺 

セメント肺 

溶接工肺 

アルミニウム

肺 

ベリリウム肺 

炭鉱 

鉱山、隧道工

事、窯業 

炭素製造工場 

黒鉛、電極工場 

建設業、石綿鉱

山、自動車工場 

採石、ゴム工場 

珪藻土工場 

建設業 

建設業、造船業 

金箔製造工場 

 

ベリリウム精

錬 

 

1．2．2．1．2 暑熱・多湿の屋内作業場 

熱中症の発症のおそれのある暑熱の屋内

作業場（安衛法施行令第 21条第 2号）とし

ては、以下のとおり、主に製鉄・製鋼業や

金属・ガラス加工業、窯業関係の作業場が

挙げられている（労働安全衛生規則第 587
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条）。 

①溶鉱炉、平炉（※長方形の平たい炉床

をもつ製鋼用炉）、転炉（※銑鉄を鋼に転

換するつぼ型の炉）又は電気炉により鉱物

又は金属を製錬し、又は精錬する業務を行

なう屋内作業場（※製鋼方法については、

図表 1-3-1。電気炉・転炉・加熱炉につい

ては、図表 1-3-2 参照。なお、製鋼には、

二種類の方法があり、（a）鉄スクラップ（鉄

くず）を電気炉に投入することでことコー

クス等を投入し、鉄鉱石から溶けだした銑

鉄を転炉もしくは平炉（現在は転炉が一般

的）で精錬する方法の二種類がある 9。） 

 ②キユポラ（※鉄を溶かして鋳物の溶湯

を得るための直立する溶解炉）、図表

1-3-3）、るつぼ等により鉱物、金属又はガ

ラスを溶解する業務を行なう屋内作業場 

③焼鈍炉（※組織を軟化させ、加工しや

すくするために鋼を適当な温度に加熱し、

その温度に一定時間保持した後に徐冷して

いく処理（焼きなまし）を行う炉）、均熱

炉（※鋼塊内外部が同じ温度になる処理を

する炉）、焼入炉、加熱炉等により鉱物、

金属又はガラスを加熱する業務を行なう屋

内作業場 

 ④陶磁器、レンガ等を焼成する業務を行

なう屋内作業場 

⑤鉱物の焙焼（※金属製錬の予備処理と

して、製錬本工程に適する化学組成にする

ため、鉱石が溶融しない程度の温度に上げ、

化学変化をおこさせる処理）又は焼結（※

金型などで個体粉末を所定の形状に成形

し、融点よりも低い温度まで加熱して焼き

固める技術）の業務を行なう屋内作業場 

⑥加熱された金属の運搬又は圧延（※対

になる 2 本のローラー間に金属等の板や棒

を通して、所定の厚みに成形すること、図

表 1-3-4）、鍛造、焼入、伸線等の加工の

業務を行なう屋内作業場 

⑦溶融金属の運搬又は鋳込みの業務を行

なう屋内作業場 

⑧溶融ガラスからガラス製品を成型する

業務を行なう屋内作業場 

⑨加硫がまによりゴムを加硫する業務を

行なう屋内作業場 

⑩熱源を用いる乾燥室により物を乾燥す

る業務を行なう屋内作業場 

同様に熱中症のおそれのある多湿の屋内

作業場としては、①多量の蒸気を使用する

染色槽により染色する業務を行なう屋内作

業場、②多量の蒸気を使用する金属又は非

金属の洗浄又はめつきの業務を行なう屋内

作業場、③紡績又は織布の業務を行なう屋

内作業場で、給湿を行なうものが、他方、

凍傷の発症のおそれのある寒冷の屋内作業

場（安衛法施行令第 21条第 2号）としては、

①多量の液体空気、ドライアイス等を取り

扱う業務を行なう屋内作業場、②冷蔵庫、

製氷庫、貯氷庫又は冷凍庫等で、労働者が

その内部で作業を行なうものが挙げられて

いる（労働安全衛生規則第 587条）。 

 

1．2．2．1．3 著しい騒音を発する屋内作

業場 

 難聴等を発症するおそれのある著しい騒

音を発する屋内作業場（安衛法施行令第 21

条第 3 号）としては、鋳物・金属加工業や

林業、製糸業等における一定の作業場が挙

げられている（労働安全衛生規則第 588条）。 

①鋲打ち機、はつり機（※電動ハンマー）、

鋳物の型込機等圧縮空気により駆動される

機械又は器具を取り扱う業務を行なう屋内
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作業場 

②ロール機、圧延機等による金属の圧延（図

表 1-3-4）、伸線、ひずみ取り又は板曲げ

の業務（液体プレスによるひずみ取り及び

板曲げ並びにダイスによる線引きの業務を

除く。）を行なう屋内作業場 

③動力により駆動されるハンマーを用いる

金属の鍛造又は成型の業務を行なう屋内作

業場 

④タンブラー（※鋳造品を中に入れて多角

形の鉄片と一緒に回転させることにより砂

落としやさび取りを行う機械で通称ガラ箱

と呼ばれる）による金属製品の研ま又は砂

落しの業務を行なう屋内作業場 

⑤動力によりチエーン等を用いてドラムか

んを洗浄する業務を行なう屋内作業場（図

表 1-4-1） 

⑥ドラムバーカー（※ドラム上の管体の回

転により内側についた刃で樹皮を削ぐ機

械）により、木材を削皮する業務を行なう

屋内作業場（図表 1-4-2） 

⑦チツパー（※丸太をチップ状にカットす

る機械）によりチツプする業務を行なう屋

内作業場（図表 1-4-2） 

⑧多筒抄紙機により紙を抄く業務を行なう

屋内作業場（※多筒式抄紙機においては、

抄紙の脱水・圧搾（搾水）・乾燥という過

程のうち、乾燥過程において、数十本のド

ライヤー（直径 1.2～1.8m の鋳鉄製シリン

ダー）表面に接触させる仕組みがとられて

いる 10。図表 1-4-3） 

 

1．2．2．1．4 坑内の作業場 

坑内の作業場（安衛法施行令第 21条第 4

号）としては、①炭酸ガスが停滞し、又は

停滞するおそれのある坑内の作業場、②気

温が 28度をこえ、又はこえるおそれのある

坑内の作業場、③通気設備が設けられてい

る坑内の作業場が挙げられている（労働安

全衛生規則第 589条）。 

なお、①坑内作業場における炭酸ガスの

濃度は 1.5％以下としなければならないこ

と（安衛則第 583条）、②坑内の気温は 37

度以下としなければならないこと（安衛則

第 611 条）、③坑内において衛生上必要な

分量の空気を坑内に送給するための通期設

備を設けなければならないこと（安衛則第

602条）が定められている（安衛法第 22条）。

それぞれ、炭酸ガス中毒、熱中症、酸欠の

リスクを踏まえたものといえる。 

 

1．2．2．1．5 中央管理方式の空気調和設

備を設けている建築物の室 

 中央管理方式の空気調和設備（空気を浄

化し、その温度、湿度及び流量を調節して

供給することができる設備をいう。）を設

けている建築物の室で、事務所の用に供さ

れるものについても、作業環境測定の対象

とされている（安衛法施行令第 21条第 5号）。 

なお、事務所衛生基準規則においては、安

衛法第 22条を根拠として、室における一酸

化炭素濃度を 50ppm 以下、二酸化炭素濃度

を 5000ppm 以下としなければならないこと

（事務所衛生基準規則第 3 条）、安衛法第

23 条を根拠として、室の温度が 10 度以下

の場合は暖房するなど適当な温度調節の措

置を講じなければならないこと（事務所衛

生基準規則第 4条）、また、室の気温が 17

度以上 28 度以下になるよう努めなければ

ならないことが規定されている（同第 5条）。 
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1．2．2．1．6 放射線業務を行う作業場 

作業環境測定の対象となるのは、放射線

業務を行う作業場で厚生労働省令で定める

ものである（安衛法施行令第 21条第 6号）。 

放射線とは、通常電離放射線を指し 11、

粒子線（アルファ線、ベータ線、重陽子線、

陽子線、中性子線）と電磁波（ガンマ線、

エックス線）に分類される（図表 1－4）12。

このうち、アルファ線とは原子核から飛び

出る原子核であり、空気中でも数センチし

か到達できない。ベータ線は原子核から飛

び出る電子であるが、アクリル板により遮

蔽できる。他方、原子核から放出されるガ

ンマ線や原子核の外で発生するエックス線

は透過力が大きく、遮蔽にはコンクリー

ト・鉄・鉛など高密度の物質が必要となる

13。 

電離放射線による生体影響は放射線の種

類、エネルギー、内部照射か外部照射かに

より異なるが、早期障害として全身被ばく

では、造血器障害が主として現れ、局所被

ばくでは、皮膚、粘膜、生殖腺、眼に障害

がおこる。晩発性障害（長期の潜伏期間を

経て発症する障害）としては悪性腫瘍（白

血病など）の誘発や遺伝的影響が起きる 14。 

作業環境測定の対象となる放射線業務に

は、医療現場等における診断・治療、産業

現場における非破壊検査等、エックス線装

置の使用又はエックス線の発生を伴う当該

装置の検査に係る業務や、研究開発、がん

治療等に用いられる加速器（荷電粒子とい

う電荷を帯びた粒子を加速する装置）の使

用又は電離放射線の発生を伴う当該装置の

検査業務、放射性物質を装備している機器

の取扱いの業務や原子炉の運転業務、坑内

における核燃料物質の掘採の業務等が含ま

れる（安衛法施行令別表第 2、電離則第 2

条第 3項）。 

また、作業環境測定を行うべき作業場は、

①放射線業務を行う作業場のうち管理区域

に該当する部分、②放射性物質取扱作業室、

③事故由来廃棄物等取扱施設といった屋内

作業場の他、④坑内における核原料物質の

掘採の業務を行う作業場が挙げられている

（電離則第 53条）。 

ここでいう管理区域とは、①外部放射線

による実効線量と空気中の放射性物質によ

る実効線量との合計が 3 か月間につき

1.3mSv(ミリシーベルト)を超えるおそれの

ある区域及び放射性物質の表面密度が所定

の表面汚染限度の 10分の 1を超えるおそれ

のある区域を指し、標識等（図表 1-5-1）

による明示や注意事項の掲示、必要がある

者以外の立入禁止が求められる区域である

（電離則第 3 条）。「実効線量」（単位は

Sv）とは、人体の臓器や組織が放射線被ば

くにより受けたそれぞれの影響を総合して、

全身への影響を示すものであり、個々の臓

器や組織ごとに受けた「等価線量」（単位

は Sv）に、臓器ごとにおける放射線の感受

性の違いを踏まえた重みづけを考慮した

「組織過重係数」を乗じたものを合計して

算出する。「等価線量」は、直接計測され

た「吸収線量」（単位は Gy）、すなわち、

物質 1 ㎏当たりに吸収されるエネルギーに

放射線の種類に応じた重みづけを「放射線

過重係数」として乗じることにより算出さ

れたものである 15。 

また、事故由来廃棄物等取扱施設とは、

2011（平成 23）年 3 月 11 日に発生した東

北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の

事故により放出された放射性物質（事故由
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来放射性物質）により汚染された廃棄物及

び土壌（事故由来廃棄物等）を取り扱う作

業室をいう（電離則第 41 条の 3、第 41 条

の 4）。この規定は、電離放射線障害防止

規則の一部を改正する省令（平成 25年厚生

労働省令第 57 号）により追加され、2013

（平成 25）年 7月 1日に施行されたもので

ある 16。事故由来放射性物質により汚染さ

れた土壌等の除染等の業務などに従事する

労働者の放射線障害防止については、放射

線源が点在している上に、主として労働者

が屋外で作業を行うことから、「東日本大

震災により生じた放射性物質により汚染さ

れた土壌等を除染するための業務等に係る

電離放射線障害防止規則」（平成 23年厚生

労働省令第 152 号）により規定されている

が、事故由来廃棄物等の処分の業務につい

ては、放射線源が一定の場所に管理可能な

状態で存在し、かつ、主として屋内で作業

が行われることから、電離則が適用されて

いる（平成 25・4・12基発第 0412 第 1号）。 

 

1．2．2．1．7 特定化学物質を製造し、若

しくは取り扱う屋内作業場 

作業環境測定が義務付けられる特定化学

物質を製造し、若しくは取り扱う屋内作業

場（安衛法施行令第 21条第 7号）とは、所

定の特定化学物質を扱う作業場である（特

化則第 36条、施行令別表第 3第 1号、同第

2号）。 

特定化学物質は、第 1 類、第 2 類と第 3

類に分類される。まず、第 1 類物質は、が

ん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、

特に有害性が高く、製造工程で特に厳重な

管理（安衛法第 56 条に基づく製造許可）を

必要とするもの、第 2 類物質は、がん等の

慢性障害を引き起こす物質のうち、第 1 類

物質に該当しないもの、第 3 類物質は、大

量漏えいにより急性中毒を引き起こすもの

である。なお、規制対象物質には、純物質

の他、これを含有する製剤その他の物も含

まれるが、重量に占める純物質の含有率が

裾切値（原則 1％）以下のものは除かれる

（特化則第 2条第 2項、第 3項、別表第 1、

別表第 2）。裾切値以下のものが除外され

ているのは、事業者が意図しない化学物質

の微量な混入（天然の原料にごく微量当該

物質が含まれる場合、過去に取り扱った物

質が取扱容器・配管等にごく微量残留する

場合など）であって、通常その物質の含有

により期待される効果の発現が想定されな

いようなものを除くためである 17。 

第 1類物質及び第 2類物質との関係では、

作業環境測定の実施のほか、発散抑制措置、

健康診断の実施等が基本的に求められる。

このうち第 2 類物質には、以下のものが含

まれる（特化則第 2条）18。 

・特定第 2 類物質（急性中毒のおそれな

どがあり、特に漏えいに留意すべき物質） 

・特別有機溶剤等（発がん性があり、有

機溶剤と同様に作用し、蒸気による中毒を

発生させるおそれのあるもの。クロロホル

ム等が含まれ、有機則が準用される） 

・オーラミン等（尿路系器官にがん等の

腫瘍を発生させるおそれのあるオーラミン

とマゼンタ） 

・管理第 2類物質（上記以外） 

このうち、「特別有機溶剤等」には、①

エチルベンゼン、1・2―ジクロロプロパン、

クロロホルムほか 9の純物質（四塩化炭素、

1,4-ジオキサン、1,2-ジクロロエタン（別

名：二塩化エチレン）、ジクロロメタン、
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スチレン、1,1,2,2-テトラクロロエタン（別

名：四塩化アセチレン）、テトラクロロエ

チレン（別名：パークロエチレン）、トリ

クロロエチレン、メチルイソブチルケトン）

の他、②①に挙げた「特別有機溶剤」を単

独で重量濃度１％を超えて含有する製剤そ

の他の物（混合物）、③「特別有機溶剤」

単独では 1％以下であるが、有機溶剤（第 1

種、第 2 種及び第 3 種）と合計すると 5％

超えて含有する製剤その他の物（混合物）

が「等」に含まれる。③で 5%とされている

のは、有機則の規制を準用するにあたり、

有機則の「裾切値」にかかる規制と平仄を

揃えるためである。なお、③には、特別有

機溶剤をおよそ含まない有機溶剤含有物は

含まれない（「特別有機溶剤等」の範囲や

特化則や有機則との適用関係については、

図表 1-6-1）。 

こうした「特別有機溶剤等」は、有機則

においてばく露低減措置等が定められてい

る有機溶剤等のうち、発がん性があること

を踏まえ、記録の保存期間の延長等の措置

について検討する必要があることから、特

定化学物質として特化則の規制対象とされ

たものである（平成 26・9・24基発 0924第

6号）。 

なお、第 1 類物質、第 2 類物質のうち、

がん原性物質またはその疑いのある物質に

ついては「特別管理物質」に指定されてお

り、名称・注意事項などの掲示（特化則第

38 条の 3）や、作業環境測定や健康診断の

記録を 30 年間保存することが求められて

いる。 

以上が、特化則の規制対象物質であるが、

このうち作業環境測定の対象となるのは、

第 1 類物質（純物質）と所定の第 2 類物質

（純物質）の濃度及び「特定有機溶剤混合

物」（特別有機溶剤又は有機溶剤を含有す

る製剤その他の物でその含有量ないしその

合計が 5％を超えるもの）に含有される「特

別有機溶剤」又は第 1 種、第 2 種有機溶剤

の濃度である（特化則第 36 条、第 36 条の

5）。 

第 2 類物質に係る業務のうち、下記の業

務については、作業環境測定の実施の適用

除外とされる（同第 36条第 4項、安衛法施

行令第 21 条第 7 号）。すなわち、第一に、

特別有機溶剤等やコバルト等、酸化プロピ

レン等、ジメチル-2・2-ジクロロビニルホ

スフェイト（DDVP）等に係る作業のうち、

リスク評価の結果、労働者のばく露による

健康障害のおそれが低いと判断され、特化

則の適用自体が除外される場合（特化則第

2 条の 2 参照）、第二に、特別有機溶剤業

務（①クロロホルム等有機溶剤業務、②エ

チルベンゼン塗装業務、③1・2-ジクロロプ

ロパン洗浄・払拭業務）において、扱われ

る製剤等における特別有機溶剤の含有率が

1％以下であり、作業に際して消費する有機

溶剤等の量が所定の許容消費量を常態とし

て超えておらず、所轄労働基準監督署長の

認定を経て、有機則の適用が除外される場

合（特化則第 38 条の 8、有機則第 3 条第 1

項）、第三に、製造炉等に付着した三酸化

二アンチモン（管理第 2 類物質）等のかき

落とし又は製造炉等からの三酸化二アンチ

モン等の湯出し（溶かして除去する）の作

業で、全体換気装置の設置、呼吸用保護具

の使用及びこれらの作業に従事する労働者

等以外の者の立入禁止の措置を講じた場合

（第 38条の 8）である。三酸化二アンチモ

ンの製造、取扱い業務のうち、「樹脂等に
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より固形化された物を取り扱う業務」につ

いては、労働者へのばく露の程度が低く、

労働者の健康障害を生じさせるおそれが低

いと判断されたため、特化則が適用除外と

されているが（特化則第 2条の 2第 5項）、

湿潤な状態で取り扱うときも、労働者への

ばく露の程度が低いこと、また、製造炉等

におけるかき落とし及び湯出しの作業（図

表 1-6-2）は、それぞれ、高温の気体状態

のものに対して空気を供給するための吸気

口及び炉等内部の析出物を除去する湯出し

口において、手工具を炉内部等に侵入させ

て行う作業であり、気体状態のものを開放

系で扱う特殊なものであるため、これらの

作業については作業環境管理のための局所

排気装置の設置に係る規定が適用除外とな

り、併せて、所定の措置がとられることを

前提に作業環境測定に係る規定も適用が除

外されている（平成 29・5・19基発 0519第

6号）。 

 

1．2．2．1．8 石綿等を取扱い、製造する

屋内作業場 

安衛法施行令第 21条第 7号は、石綿等を

取り扱い、若しくは試験研究のため製造す

る屋内作業場若しくは石綿分析用試料等を

製造する屋内作業場も作業環境測定の対象

となる作業場に当たるとする。元々、石綿

は、特定化学物質の 1 つとして特化則の規

制対象とされていたが、石綿による発がん

性リスクの重要性を踏まえ、「石綿則障害

予防規則」（平成 17・2・24 厚生労働省令

第 21号）が「特定化学物質障害予防規則」

から分離し、単独規則として制定されてい

る。 

施行令第 21 条第 7号の後半では、コーク

ス炉（図表 1-7）に接してコークス製造の

作業を行う場合の当該作業場も作業環境測

定の対象とされている 19。コークス炉にお

いては、石炭を蒸し焼きにして不純物を取

り除き、高純度の炭素の塊であるコークス

を製造するが、その過程で石炭燃焼時に発

生したコールタールを含む蒸気（タール蒸

気）が発生し、この蒸気が肺がんの原因と

なりうることが知られている 20。 

なお、特殊健診の対象は、石綿等の取扱

い若しくは試験研究のための製造若しくは

石綿分析用試料等の製造に伴い石綿の粉じ

んを発散する場所における業務（安衛法施

行令第 22条第 3号）とされており、屋内作

業場に限られていない。 

 

1．2．2．1．9 鉛業務を行う屋内作業場 

鉛業務を行う屋内作業場も作業環境測定

の対象となるが、遠隔操作によって行う隔

離室におけるものは除かれる（安衛法施行

令第 21条第 8号）。また、ここで対象とな

る鉛業務としては、①鉛・銅又は亜鉛の製

錬又は精錬を行う工程における溶鉱等の取

扱い業務、②鉛蓄電池、電線・ケーブル、

鉛合金や鉛化合物の製造過程における溶融、

加工、溶接、溶断、運搬、ふるい分け等の

業務、③鉛ライニング（※耐食性を高め、

腐食を避けるため、物体の表面を鉛の被膜

で覆うこと）の業務、④鉛塗料を塗布した

物や鉛装置の破砕、溶接、溶断又は切断の

業務、⑤溶融した鉛を用いて行なう金属の

焼入れ若しくは焼戻し等が含まれる（安衛

法施行令別表第 4 第 1 号乃至第 8 号、同第

10 号、同第 16 号）。これに対し、鉛装置

の内部における業務（同第 9 号）や自然換

気が不十分な場所におけるはんだ付けの業
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務（同第 13号）、鉛化合物を含有する絵具・

釉薬（うわぐすり：素焼き段階の陶器など

に塗ると、焼成によりガラス質となる）を

用いて行う絵付け・施釉業務やその焼成業

務（同第 14 号、同第 15 号）、ゴム若しく

は合成樹脂の製品、含鉛塗料又は鉛化合物

を含有する絵具、釉薬、農薬、ガラス、接

着剤等を製造する工程における鉛等の溶融、

鋳込、粉砕、混合若しくはふるい分け又は

被鉛若しくは剥鉛の業務（同第 12号）は含

まれない。これらの業務については、鉛の

飛散が多くないと考えられることから作業

環境測定の対象外とされたと考えられる 21。

ただし、これらの業務に従事する者につい

ても、特殊健康診断の対象となっている。

なお、鉛中毒症は、全身症状として諸症状

が現れ、慢性症状のときは、それが長期に

わたって継続すること、また、鉛中毒症に

特有の症状を有していないという特徴があ

る 22。 

 

1．2．2．1．10 酸素欠乏危険場所 

酸素欠乏危険場所において作業を行う場

合の作業場（安衛法施行令第 21 条第 9号）

の酸素欠乏の原因に応じて、様々な作業場

が列挙されている（図表 1-8-1）23。 

①物の酸化（サビ）に対応するものとし

て、相当期間密閉されていた鋼製のボイラ

ー、タンク（安衛法施行令別表第 6第 4号）、

くず鉄等酸素を吸収する物質を入れてある

タンク、貯蔵施設等（同第 5 号）、乾性油

を含む塗料で塗装され、その塗料が乾燥す

る前の通風が不十分な施設の内部（同第 6

号）、土中の鉄分がさびることが想定され

る長期間使用されていない井戸等（同第 2

号） 

②穀物、果菜、木材等の呼吸に対応する

ものとして、穀物、飼料や原木、チップが

入れてある貯蔵庫・貯蔵施設内部、果実の

熟成・きのこの栽培場所（同第 5 号、同第

7号） 

③有機物の腐敗・発酵等、微生物の呼吸

による酸素消費に対応するものとして、し

尿、汚水などのタンク（同第 9 号）、雨水

や海水等が滞留している暗きょ、マンホー

ル、ピット等（同第 3の 2、第 3の 3）、醤

油、酒など発酵物質を入れたことのあるタ

ンク（同第 8号） 

④人の呼吸による酸素消費に対応するも

のとして、内部から開けることのできない

冷蔵庫、タンク 

⑤不活性ガスの流入に対応するものとし

て、爆発・酸化防止のために封入された窒

素等が封入されたタンクや貯蔵施設、アル

ゴンガス等の滞留に繋がる溶接作業の行わ

れているピットやタンクの内部（同第 11

号） 

⑥冷媒に使用されるガス（ドライアイス

等）の滞留に対応するものとして、冷凍機

室、冷凍倉庫、冷凍食品輸送トラックなど

の内部（同第 10号） 

⑦酸素欠乏空気などの噴出に対応するも

のとして、（a）埋立地、トンネル、ガス田

地帯の建物基礎坑の内部（メタンガスの噴

出） (b)地下プロパン配管の付近（配管か

えの際のガスの噴出）（c）船室、地下駐車

場、可燃物取扱場所（炭酸ガス消火装置の

誤作動、故障）、（d）石油タンカーの油槽

内、精油所のタンク内（石油ガスの遊離、

低沸点溶剤の気化）（同第 1号、同第 3号） 

なお、③のうち、特に汚水等、微生物が

発生する場所（同第 3 の 3、同第 9 号）に
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おいては硫化水素が発生するおそれがある。

酸素欠乏症（図表 1-8-2）及び硫化水素中

毒はいずれも死に至るおそれのある危険な

疾病であり、酸素欠乏等防止規則第 5 条に

おいては、酸素濃度を 18％以上に保つよう

換気しなければならないこと（安衛法第 22

条）、硫化水素濃度については、10ppm 以

下に保つようにしなければならないことを

定めている。 

 

1．2．2．1．11 有機溶剤を製造し、又は

取り扱う業務を行う屋内作業場 

 作業環境測定の対象となるのは、有機溶

剤を製造し、又は取り扱う業務で「厚生労

働省令で定めるもの」を行う屋内作業場で

ある（安衛法施行令第 21 条第 10 号）。こ

こでいう厚生労働省令に当たるのは有機則

である。 

 有機溶剤は第 1 種、第 2 種、第 3 種に分

かれており、数字が小さくなるほど有害性

の程度が高い。第 1 種には、蒸気圧（空気

中に飛び出す分子の運動量）が高いため、

時間的に早く作業環境中の空気を汚染する

おそれがあり、かつ、単一物質で有害性が

高いものが選ばれている。また、第 2 種に

は、第 1 種物質以外の単一物質で有害性が

高いものが選ばれている。第 3 種には、多

くの炭化水素（炭素と水素から成る有機化

合物であり、水に溶けにくく、有機溶剤に

溶けるものが多い）が混合状態となってい

るガソリン等の石油系溶剤及び植物系溶剤

であり、可燃性が高いものが選ばれている。

測定対象となるのは、このうち、第 1 種・

第 2 種有機溶剤である（有機則第 1 条、同

第 28条第 1項、安衛法施行令別表第 6の 2

第 1号乃至第 47 号）。 

作業環境測定が義務付けられるのは、上

記の有機溶剤に係る「有機溶剤業務」であ

る（安衛令第 21条第 10号、有機則第 28条

第 1 号）。「有機溶剤業務」については、

有機則第 1 条第 6 号において規定されてお

り、①有機溶剤等や染料・医薬品・農薬・

化学繊維等を製造する工程における有機溶

剤等のろ過、混合、撹拌(かくはん)、加熱

又は容器若しくは設備への注入の業務、②

有機溶剤含有物を用いて行う印刷、描画、

③有機溶剤等を用いて行うつや出し・防水

等の加工、洗浄、塗装、④接着のための有

機溶剤等の塗布や付着している物の乾燥、

⑤有機溶剤等を用いて行う試験・研究、⑥

有機溶剤等を入れたことのあるタンク内部

での業務などが挙げられている。 

このうち、②乃至⑥の業務に、タンク等

の内部において労働者を従事させる場合で、

1 日に消費する有機溶剤等の量が有機溶剤

等の許容消費量を常に超えないときやタン

ク以外の屋内作業場等で労働者を従事させ

る場合で、作業時間 1 時間に消費する有機

溶剤等の量が許容消費量を常態として超え

ないときは、所轄労働基準監督署長の認定

を受けた上で、有機則の適用が除外される

ため、この場合には、作業環境測定もまた

義務付けられないことになる（有機則第 28

条第 1項、同第 3条第 1項）。 

 なお、「有機溶剤等」には、第 1 種・第

2 種有機溶剤の他、これらを単体であるい

は第 1 種ないし第 2 種有機溶剤を合計して

5％超になる混合物も含まれる。ここで 5％

が裾切値とされたのは、有機溶剤の含有量

が痕跡程度のものを規制対象とするのは現

実から遊離しているためである。また、混

合有機溶剤の場合には合計値によって算定
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されているのは、当時の医学研究水準を前

提とした場合に個々の有機溶剤ごとに含有

率の下限を定めることは困難であったこと

や仮にそのような数値が得られても、事業

場において個々の有機溶剤ごとに含有率を

把握することは期待し難い面があることか

ら、一律に設定されたものである 24。 

 

1．2．2．1．12 屋外作業場 

作業環境測定が義務付けられていない屋

外作業場についても、屋内作業場等と同様

に有害物質等へのばく露による健康障害の

発生は認められているため、作業環境測定

及びそれに基づく作業環境管理のニーズは

あるといえる。しかし、屋外作業場等につ

いては、自然環境の影響を受けやすいため

作業環境が時々刻々変化することが多く、

また、作業に移動を伴うことや、作業が比

較的短時間であることも多いことから、屋

内作業場等で行われている定点測定を前提

とした作業環境測定を用いることは困難で

あるとされてきた。こうしたなかで、「屋

外作業場等における測定手法に関する調査

研究委員会報告書」の提言に基づき、個人

サンプラー（個人に装着することができる

試料採取機器）を用いて作業環境の測定を

行い、その結果を管理濃度の値を用いて評

価する手法による作業環境測定及び作業環

境管理の実施を望ましいとする「屋外作業

場等における作業環境管理に関するガイド

ライン」がまとめられている（平成 17・3・

31基発第 0331017 号、最終改正：平成 26・

9・30 基発 0930第 3号）。また、その他に

も、特定の作業場における作業環境測定と

して、廃棄物焼却施設におけるダイオキシ

ン類濃度の測定（「廃棄物焼却施設内作業

におけるダイオキシン類ばく露防止対策要

綱」（平成 13・4・25 基安発第 20 号））、

ずい道等建設工事における粉じん濃度の測

定（「ずい道等建設工事における粉じん対

策に関するガイドライン」（平成 12・12・

26基発第 768号の 2、最終改正：平成 29・

6・21基発第 0621第 32号））等がある。 

 

1．2．2．2 作業環境測定の頻度・対象 

 作業環境測定は、作業場ごとにその測定

の対象及び頻度が定められている（後掲図

表 1-9 参照）。なお、後掲図表のうち、粉

じん作業を行う坑内作業場は、本条に基づ

き作業環境測定の実施が義務付けられてい

る作業場ではなく、粉じん則第 6 条の 3 に

基づいて特別に測定が求められている作業

場である（2．4参照）。 

 作業環境測定が義務付けられている作業

場のうち、①特定粉じんを著しく発散する

屋内作業場、②放射線物質取扱作業室及び

事故由来廃棄物等取扱施設、③特定化学物

質等を製造又は取り扱う屋内作業場、④鉛

業務を行う屋内作業場、⑤有機溶剤を製造

又は取り扱う屋内作業場については指定作

業場として（作業環境測定法第 2条第 3号、

作業環境測定法施行令第 1 条）、作業環境

測定士又は作業環境測定機関等に委託して

これを実施することとされている（作業環

境測定法第 3 条）。これらの作業場におい

ては、作業環境の測定について相当高度の

知識、技術を要するほか、これらの作業場

において従事する労働者には重篤な健康障

害を生ずるおそれが非常に強いため、作業

環境測定士等による測定が求められている

25。 

指定作業場のうち、①特定粉じんを著し
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く発散する屋内作業場、③特定化学物質等

を製造し、又は取り扱う作業場、④鉛業務

を行う屋内作業場、⑤有機溶剤を製造し、

又は取り扱う屋内作業場については、次条

（第 65条の 2）に規定される作業環境評価

基準に基づき、作業環境測定結果の評価を

行わなければならない。 

なお、著しい騒音を発する屋内作業場は、

指定作業場ではないが、1992（平成 4）年 9

月 2 日以降、指定作業場と同様の作業環境

測定方法（A 測定及び B 測定）が採用され

ている（作業環境測定基準第 4 条）。測定

対象となる等価騒音とは、作業場内の騒音

は時間とともに変動することを前提に、変

動する騒音レベルを一定時間の中で測定し

その時間平均値を算出したものである。「騒

音障害防止のためのガイドライン」（平成

4・10・1基発第 546号）においては、こう

した測定方法の他、作業環境評価基準が示

されている。 

また、酸素欠乏危険場所は「見えざるハ

ンマーの一撃」と言われるように一呼吸で

生命の危険が生じるため（図表 1－6－2）、

毎日作業開始前（酸欠則第 3 条 1 項）に、

法定の技能講習を修了した作業主任者によ

る作業環境測定を実施することが義務付け

られている（酸欠則第 3条第 1項、第 11条

第 2 項第 2 号）。また、日々現場で測定す

るため、測定機器が備えられ、容易に利用

できるようになっている必要がある（同第

4条）。 

 

1．2．2．3 作業環境測定基準・作業環境

測定指針 

 作業環境測定は、厚生労働大臣が定める

作業環境測定基準（昭和 51・4・22 労働省

告示第 46号）に従って行わなければならな

い。作業環境測定基準は、作業環境測定の

客観性と正確性を担保するために、測定物

質ごとにサンプリング及び分析方法等の基

本事項について定めたものである（昭和

47・9・18基発第 602号、昭和 50・8・1基

発第 448 号）。すなわち、作業環境測定基

準は、粉じん濃度、気温・湿度等、騒音、

坑内作業場における炭酸ガス濃度及び気温、

建築物の室について一酸化炭素及び炭酸ガ

スの含有率等、外部放射線による線量等量

率等、特定化学物質の濃度、石綿の濃度、

鉛の濃度、酸素欠乏場所における酸素及び

硫化水素の濃度、有機溶剤等の濃度につい

て、その測定方法や測定機器について規定

する。作業環境測定がこの基準に従わずに

実施された場合には、本条にいう作業環境

測定を行ったことにはならない 26。ただし、

作業環境測定基準において規定される測定

方法には、①粉じん濃度の測定や石綿の濃

度の測定のように、測定方法（測定機器や

分析方法）が一意的に指定されるものと、

②特定化学物質、鉛、有機溶剤の測定のよ

うに、測定方法が条文中又は別表に示され

てはいるが、同時に「これと同等以上の性

能を有しているもの」の利用が許容される

ものの 2 種類ある。「同等以上」の測定方

法については、通達において示される場合

もあるが、基本的には関連学会などにおい

て検出限度や精度など、同等性が認められ

ていれば足りると解される。ただし、「同

等以上」の測定方法を作業環境測定士が用

いるには、「同等以上」であることの論拠

を示せるようにする必要がある 27。公益社

団法人日本作業環境測定協会により発刊さ

れている『作業環境測定ガイドブック』は、
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作業環境測定基準に則した測定手法の 1 例

を示すことにより、作業環境測定の技術水

準の向上および測定結果の正確性の確保を

図るものである。なお、本条 3 項に基づく

作業環境測定指針は公表されていない。し

たがって、本条第 4 項に基づく指導も行わ

れていない。さらに、本条第 5 項は、特殊

健診に関する規定（第 66条第 4項）に合わ

せる形で規定されたものであるが、実際に

は運用されていない 28。 

 

1．2．2．3．1 デザインについて 

 作業環境測定における「デザイン」とは、

測定対象作業場の作業環境の実態を明らか

にするために、当該作業場の諸条件に即し

た測定計画を立てることをいう（昭和 50・

8・1基発第 448 号）。すなわち、デザイン

では生産工程、作業方法、発散する有害物

質の性状、その他作業環境を左右する諸因

子を検討して、①測定対象物質、②測定及

び作業環境管理の対象となる範囲、③測定

点、④サンプリング時間、⑤測定の実施方

法、⑥測定日、⑦測定時間帯、⑦サンプリ

ング及び分析方法などについて決定する 29。 

 作業環境測定士による作業環境測定が求

められる指定作業場のうち、粉じん、特定

化学物質（石綿）、鉛、有機溶剤の 4 つの

指定作業場においては、「定常的な作業を

行っているとき」の環境空気中の有害物質

濃度を把握することが求められる（作業環

境測定基準第 2 条第 1 項第 2 号）。環境空

気中の濃度測定はばく露濃度の測定とは異

なるが、「定常的な作業を行っているとき」

の環境状態を把握すれば、健康への影響を

推測できると考えられるためである 30。ま

た、上記指定作業場での測定については「単

位作業場所」という概念が用いられている。 

 「単位作業場所」とは、有害物質が関与

する作業が行われる作業場の区域のうち、

労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布

等の状況等を考慮して定められる作業環境

測定のために必要な区域をいう（作業環境

測定基準第 2 条第 1 項第 1 号）。作業場の

中に、他の場所として比較して、常に有害

物質濃度の高い場所（有害物質の発生源付

近や風下にあたる場所）がある場合や 1 日

の作業のうち有害物質の発散が特定の時間

に限られているような作業場については、

他の場所・他の時間帯とは区別（層別化）

して、すなわち、特定の場所・時間帯につ

いては、別の単位作業場所として測定する

必要がある 31。 

 作業環境測定には、①単位作業場所内の

平均的な有害物質の濃度の分布を調べるた

めの測定を行う A 測定、②発散源の近くで

作業する作業者が高い濃度にばく露する危

険があるかないかを調べるための B 測定と

いう測定方法がある（作業環境評価基準第

2条、昭和 59・2・13基発第 69号）。 

A 測定は、作為的な測定を避けるため原

則として 6ｍ以下の等間隔で無作為に選ん

だ 5 点以上の測定点で行われる（図表

1-10-1）。B測定は、A測定を補完するため

の測定であり、作業方法、作業姿勢、有害

物質等の発散状況等から判断して、濃度が

最大になると考えられる位置で行われる。B

測定は、①発生源とともに労働者が移動し

ながら行う作業（移動作業）、②原材料の

投入、設備の点検等、間けつ的に有害物の

発散を伴う作業（間けつ作業）、③有害物

を発散するおそれのある装置、設備等の近

くで行う作業（近接作業）の 3作業のうち、
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いずれかの作業が行われる単位作業場所で

行われる（昭和 59・4・13基発第 182号）。 

 測定点の高さは、作業中の労働者の呼吸

域における環境空気中濃度を把握すること

を考慮して、床上 50 ㎝以上 1.5m 以下であ

る。また、測定は、定常的な作業が行われ

ている時間帯に実施されることが求められ

る。測定は、単位作業場ごとに 1 作業日中

に測定点を全て測定し、測定日の違いによ

る環境空気中の有害物質濃度の変動を加味

した結果を得るために、連続する 2 作業日

に同じ測定を繰り返して行うことが望まし

い（昭和 59・2・13 基発第 69 号）。また、

測定時間帯は、定常的な作業を行っている

時間帯に実施する必要があり、始業後 1 時

間の時間帯や休憩時間等を含めるべきでな

い。また、有害物質の発散が特定の作業に

付随することが明らかな場合、その作業の

行われる時間を測定時間帯に含めるものと

される 32。その際、サンプリング時間は、

有害物質の気中濃度の時間的変動や空間変

動を考慮すると、短すぎるのも長すぎるの

も問題があり 33、原則として 10分間以上で

ある（作業環境測定基準第 2 条第 1 項第 3

号）。 

 2021（令和 3）年 4 月 1 日以降は、一定

の作業を対象として、作業をする労働者の

身体に装着する試料採取機器等を用いる方

法（個人サンプリング方法）による測定（C

測定・D 測定）を事業者が任意に選択する

ことが認められている（令和 2・1・27厚生

労働省告示第 18 号による改正、図表

1-10-2）。 

 C 測定とは、単位作業場所において、労

働者にばく露される低管理濃度特定化学物

質（主に発がん性を理由に特化則の対象と

され、第 1 類から第 3 類に分類して規制さ

れている物質のうち、健康障害のリスクが

高いため低い管理濃度（0.05㎎/㎡（相当））

を設定されているもの）の量がほぼ均一で

あると見込まれる作業ごとに、それぞれ、

原則 5 人以上の適切な数の労働者に対して

行う測定をいい、D 測定とは、低管理濃度

特定化学物質の発散源に近接する場所にお

いて作業が行われる単位作業場所において、

当該作業が行われる時間のうち、空気中の

低管理濃度特定化学物質の濃度が最も高く

なると思われる時間に、試料空気の採取等

を行うもので、C 測定に加えて実施するも

のである。C 測定における試料空気の採取

時間は、1 の作業日のうち単位作業場所に

おいて作業に従事する全時間であるが、同

一作業を反復する等、労働者がばく露する

有害物質の濃度がほぼ均一であることが明

らかな場合は時間を短縮することができる

が、2時間を下回ることはできない。また、

作業に従事する労働者の数が 5 人を下回る

場合、1 人の労働者が作業に従事する時間

を分割し、5 以上の試料空気を採取するこ

とも認められる。他方、D 測定に際し必要

とされる試料採取時間は 15分間である（作

業環境測定基準第 10 条第 5 項参照。第 11

条第 3項、第 13条第 5項において準用、作

業環境評価基準第 4条）。 

 C測定・D測定の対象となるのは、①管理

濃度（2．2．2参照）が低い（0.05㎎/㎥）

特定化学物質及び鉛の測定のほか、②有機

溶剤業務のうち、塗装作業等有機溶剤等の

発散源の場所が一定しない作業が行われる

単位作業場所である（作業環境測定基準第

10条第 5項参照。第 11条第 3項、第 13条

第 5 項）。①については、有害性が高く管
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理濃度が低い物質を取り扱う作業であって、

作業者の動きにより呼吸域付近の評価結果

がその他の作業に比べて相対的に大きく変

動すると考えられるものであり、②につい

ては、発散源が作業者とともに移動し、発

散源と作業者との間に定置式の試料採取器

等を置くことが困難な作業が含まれる（個

人サンプリング法による作業環境測定及び

その結果の評価に関するガイドライン （令

和 2・2・17 基発 0217 第１号）及び下記図

表 1-9参照）。これらについては、A測定・

B 測定では、適切な作業環境の評価となら

ない場合があることから、個人サンプリン

グによる測定方法が先行的に導入されたも

のである（図表 1-10-3）34。 

 

1．2．2．3．2 サンプリング及び分析 

「サンプリング」とは、測定しようとす

る物の捕集等に適したサンプリング機器を

その用法に従つて適正に使用し、デザイン

において定められたところにより試料を採

取し、必要に応じて分析を行うための前処

理、例えば、凍結処理、酸処理等を行うこ

とをいい、「分析」とは、サンプリングし

た試料に種々の理化学的操作を加えて、測

定しようとする物を分離し、定量し、又は

解析することをいう（昭和 50・8・1基発第

448 号）。 

有害物質の濃度は、補集した有害物質の

量を補集した空気の体積で徐すことにより

求められる。このうち、有害物質の捕集量

は分析により求められるが、空気の体積は、

サンプリング流量とサンプリング時間を乗

じることで求められる。そのため、正確な

測定値を得るためには、サンプリングの精

度が重要となる 35。サンプリングの基本は、

環境中の空気を所定量、正確に捕修するこ

とであるが、捕集方法としては、①ろ過捕

集方法、②直接捕集方法、③固体捕集方法、

④液体捕集方法、⑤冷却凝縮捕集方法があ

る（図表 1-11）。また、一定の場合には、

検知管や粉じん計等の簡易測定機器による

測定が認められている。 

①のろ過捕集方法とは、試料空気をフィ

ルター等のろ過材（0.3 の粒子を 95％以上

捕集する性能を有するものに限る。）を通

して吸引することにより当該ろ過材に測定

しようとする物を捕集する方法をいう（作

業環境測定基準第 1 条第 5 号）。②直接捕

集方法とは、試料空気を溶解、反応、吸着

等をさせないで、直接、捕集袋、捕集びん

等に捕集する方法をいう（同第 3 号）。③

固体捕集方法とは、試料空気をシリカゲル

や活性炭、ポーラスポリマービーズ（多孔

性プラスチック）等の固体の粒子の層を通

して吸引すること等により吸着等をさせて、

当該固体の粒子に測定しようとする物を捕

集する方法をいう（同第 2 号）。④液体捕

集方法とは、試料空気を液体に通し、又は

液体の表面と接触させることにより溶解、

反応等をさせて、当該液体に測定しようと

する物を捕集する方法をいう（同第 1号）。

⑤冷却凝縮捕集方法とは、試料空気を冷却

した管等と接触させることにより凝縮をさ

せて測定しようとする物を捕集する方法を

いう（同第 4号）。 

 

1．2．2．3．2．1 粉じん濃度の測定 

粉じん濃度の測定は分粒装置を用いるろ

過捕集方法及び重量分析方法によって測定

される（作業環境測定基準第 2 条第 1 項第

4 号イ）。分粒装置とは、捕集装置の上流
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側に設置する装置であり、肺胞のガス交換

部に沈着した場合に有害作用を発揮する粒

径の粉じん（10㎛以下の粉じん）のみを通

過させる装置をいう 36。重量分析方法とは、

ろ過材に捕集された粉じん（分粒装置を通

過したもの）の重量を天秤などで秤量する

方法であり、当該粉じんを捕集するのに要

した吸引試料空気量から、環境空気中の粉

じん濃度の質量濃度（㎎/㎥）が求められる

（図表 1-12-1）。この方法による場合、吸

引時間が数時間にわたることが多く、測定

に熟練を要するという難点がある。 

 そのため、単位作業場のうち 1 以上の測

定点で上記の方法による併行測定を行うこ

とを条件として、より簡易な相対濃度指示

方法による測定を行うことも認められてい

る（同第 2 条第 1 項第 4 号ロ）。さらに、

作業環境評価において、2 年間、第 1 管理

区分、すなわち、適切な作業環境管理がさ

れているとの評価がされた場合、労働基準

監督署長の許可により、相対濃度指示方法

のみによる測定が可能となる（粉じん則第

26条 3項、作業環境測定基準第 2条第 3項）。 

相対濃度計（粉じん計）には、光散乱式

のもの、圧電天秤方式（ピエゾバランス方

式）のもの等がある。光散乱式粉じん計は、

空気中に浮遊する粒子に光を照射すること

により生じる散乱光の強さを測定し、粉じ

んの相対濃度を求めるもの、圧電天秤方式

の粉じん計は、振動している圧電結晶板に

静電気で粉じんを集め、粉じんの付着に伴

う周波数の変動を測定することにより、粉

じんの相対濃度を求めるものである（図表

1-12-2）。この相対濃度は、粉じんの絶対

濃度(質量濃度や個数濃度)と比例し、1 分

間あたりのカウント数（cpm）として求めら

れる。そこで、この相対濃度（cpm）に質量

濃度変換係数（K値）を乗じることにより、

粉じんの質量濃度を求めることができるこ

とになる。質量濃度変換係数は併行測定を

行う場合には、ろ過捕集方法及び重量分析

方法から得られた質量濃度（㎎/㎥）を相対

濃度（cpm）で徐すことにより求められる。

他方、併行測定を必要としない場合につい

ては、直近の測定からさかのぼる連続した

測定において求めた 4 つの質量濃度変換係

数からもとめた数値から導かれる。なお、

粉じん計は、長期間使用することにより、

正確な測定ができない可能性があることか

ら、一定期間使用したものにつき、分解・

クリーニング等較正を行うことで、機器の

精度を確保することが求められる（粉じん

則第 26条第 3項）37。 

 なお、粉じん中の遊離けい酸の含有率の

測定は、エックス線回折分析方法又は重量

分析方法によらなければならない（作業環

境測定基準第 2条の 2）。遊離けい酸とは、

石英、クリストパライト、トリジマイトな

ど、けい肺の原因となりうるものである。

エックス線回析は、原子が規則的に並んで

いる状態（結晶構造）を持つ物質にエック

ス線を照射するとエックス線が反射され、

それぞれが干渉し合い回折線を発生させる

作用を利用し、この回析線を検出すること

により、粉じんにどのような遊離けい酸が

含まれているかを明らかにするものである

（図表 1-12-3）38。重量分析では、所定の

物質を他の成分から分離し、その重さを図

ることにより定量分析を行う。 

 

1．2．2．3．2．2 石綿の測定方法 

 石綿はろ過捕集方法及び計数方法によら
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なければならない（同第 10条の 2第 1項）。

具体的には、試料を採取し、分析標本を作

製した後、位相差顕微鏡（※無色透明な標

本を可視化できる顕微鏡、図表 1-13）によ

り石綿繊維の数を数えることにより測定を

行う。 

 

1．2．2．3．2．3 鉛の測定方法 

 鉛はろ過捕集方法又はこれと同等以上の

性能を有する試料採取方法によって捕集さ

れ、吸光光度分析方法又は原子吸光光度分

析方法又はこれらと同等以上の性能を有す

る分析方法により分析される（同第 11条第

1 項）。吸光光度分析方法とは、特定の波

長の光を試料液に当てた際、透過率から試

料が吸収した光の度合い（吸光度）を算出

することにより、濃度を分析するものであ

る 39。多量の光が吸収されるほど、試料中

に対象物質が多い（濃度が高い）というこ

とになる（図表 1-14-1）。原子吸光光度分

析方法も、吸光度を測定する点では同様で

あるが、被測定物質をバーナーなどで燃焼

させることにより原子化し、この原子によ

る光の吸収を利用する点で異なる（図表

1-14-2）40。 

 

1．2．2．3．2．4 特定化学物質・有機溶

剤の測定方法 

 特定化学物質のうち、（a）オーラミン、

マゼンタ等、常温（25℃）、常圧（1 気圧

＝1013hPa）で固体である物質は、ろ過捕集

又は液体捕集方法が使用される場合が多い。

液体捕集の対象となるのは、常温、常圧で

固体であるが、昇華性が高く（固体が液体

を経ることなく気体となる）、広く産業現

場においてペースト状あるいは溶液として

使用される場合が多い物質のうち、ミスト

等の比較的大きい粒子として発散するよう

な物質（シアン化カリウム、シアン化ナト

リウム）である 41。（b）常温、常圧で液体

である特定化学物質は、蒸気として発生す

る場合が多いため、その多くについては液

体捕集方法が利用されるが、直接捕集方法、

固体捕集方法が利用される物質もある。ま

た、粉じんに吸着して存在するコールター

ルについてはろ過捕集方法が用いられる 42。

（c）常温、常圧で気体である特定化学物質

（塩素、塩化ビニル、シアン化水素、弗化

水素）は、液体捕集又は直接捕集方法が用

いられる 43。ただし、エチレンオキシド、

ホルムアルデヒドについては固体捕集方法

が用いられる。また、分析方法としては、

物質ごとに異なるが、吸光光度分析方法（図

表 1-14-1）、原子吸光光度分析方法（図表

1-14-2）、ガスクロマトグラフ分析方法、

高速液体クロマトグラフ法等が用いられる

（同第 10条第 1項）。 

クロマトグラフ分析方法（クロマトグラ

フィー）とは、試料成分をカラムと呼ばれ

る管に注入し、その中を通過する過程で、

カラムの中に保持された固定相と物質の相

互作用（引き合う力のこと。吸着力、電荷、

親水性／疎水性等）によりそれぞれの成分

を分離して検出する分析方法であり、クロ

マトグラフはそのための装置である。管の

中で試料を運ぶのは、移動相と呼ばれるキ

ャリヤーガス又は高圧の液体であるが、移

動相にガスを用いる装置をガスクロマトグ

ラフ、液体を用いる装置を液体クロマトグ

ラフと呼ぶ。高速液体クロマトグラフは、

液体の移動相をポンプなどによって加圧す

ることにより、より高性能な分離を可能と
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する装置である。クロマトグラフのカラム

の中で、成分と移動相との相互作用が強け

れば、その成分は移動相の流れに乗ってカ

ラムの中を速く移動し、早く分離・溶出さ

れるのに対し、固定相との相互作用が強け

れば、カラムの中をゆっくり移動するため、

遅く分離・溶出される。こうした溶出時間

の違い（試料導入点からの距離の違い）を

示したグラフ（クロマトグラム）をみるこ

とにより、試料成分の定性および定量分析

が可能となる（図表 1-14-3、1-14-4）44。 

有機溶剤の常温、常圧における状態は液

体であり、作業環境中にはガス状物質とし

て存在している。有期溶剤の捕集方法とし

ては、液体捕集方法、固体捕集方法、直接

捕集方法があり、分析方法としては、吸光

光度分析方法、ガスクロマトグラフ分析方

法が用いられる 45。 

 

1．2．2．3．2．5 検知管方式 

所定の特定化学物質又は有機溶剤につい

ては、より簡易な検知管方式等（図表 1-15）

による測定が可能である（同第 10条第 2項、

同第 13条第 2項）。さらに、第 1管理区分

が 2 年間継続した単位作業場については、

所定の特定化学物質又は有機溶剤につき、

一定の条件下で検知管方式による測定が可

能である（同第 10 条第 3 項、同第 13 条第

3項）。検知管は、内径 2～6㎜のガラス管

で出来ており、その管内に測定ガスに反応

する検知材を充てんしてある。そのため、

吸引された資料空気との化学反応によって

変色した層の長さから濃度を測定できるよ

うになっている 46。 

 

1．2．2．3．2．6 管理区域における測定 

事業者は、管理区域においては、1 か月

以内（放射線装置を固定して使用する場合

において使用の方法及び遮へい物の位置が

一定しているとき、又は放射能の強さが

3.7GBq（ギガベクレル）以下の放射性物質

を装備している機器を使用するときは、6

か月以内）ごとに 1 回、外部放射線による

線量当量率又は線量当量を放射線測定器を

用いて測定、記録、保存をすることが求め

られる（電離則第 54 条第 1 項）。ただし、

線量当量率又は線量当量は、放射線測定器

を用いて測定することが著しく困難なとき

は、計算により算出することができる（同

条第 2項）。 

線量当量（単位は Sv）は、人の臓器や組

織が個々に受けた影響を示す等価線量や全

身への影響を示す実効線量が直接測定する

ことはできないため、実効線量とほぼ同じ

値を示すものとして、人体への影響を表す

ために定義され、被ばく管理において用い

られる「実用量」を示す概念である。線量

当量率は、その場所における単位時間あた

りの線量当量（sV/h）を示すものである。

線量当量には、作業環境などの空間の線量

を評価する周辺線量当量、個人の被ばくを

評価する個人線量当量があり 47、周辺線量

当量は、人の身体を模した 30㎝の球の 1㎝

の深さにおける線量当量として、個人線量

当量では、人体のある指定された点におけ

る深さ 1 ㎝の線量当量として表され、いず

れも 1 ㎝線量当量と呼ばれることがある。

これは、人の臓器の多くは人体の表面から

1㎝より深い場所にあるためである。なお、

個人線量当量は人体の体幹部に小型の個人

線量計を装着して測定されるため、背面か
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らの被ばくがある場合、周辺線量当量より

も低い数値が出ることになる 48。 

作業環境測定ないしこれに代わる計算は、

原則として、この 1 ㎝線量当量（率）につ

いて行うものとされる。ただし、ベータ線

やエネルギーの小さいガンマ線による被ば

くなど、末端での影響が最大となる場合（70

㎛線量当量（率）が 1 ㎝線量当量（率）の

10倍を超えるおそれがある場所）について

は、皮膚への影響を及ぼすことが考えられ

るため、70 ㎛線量当量 49を算出することが

求められている（電離則第 54条第 3 項）。 

管理区域における外部放射線による線量

当量率又は線量当量の測定に際しては、

様々な放射線測定器が用いられている（図

表 1-16-1）50。放射線測定器は、放射線検

出器と計測器を組み合わせ、放射線の量を

測定できるようにしたものであるが、この

うち持ち運びができ空間線量を測定できる

ものをサーベイメーターという。 

検出器の中には、①放射線が物質中の原

子核の電子を外に弾き飛ばす「電離作用」

や②放射線が原子核の電子にエネルギーを

与え、その電子を外側の軌道に飛び移らせ

ることで、分子を不安定な状態（励起状態）

に置く「励起作用」（これが安定状態（基

底状態）に戻る際に生じる発光作用）を利

用するものがある（図表 1-16-2）。 

電離作用による測定は、放射線が検出器

の中を通過すると、検出器内の気体（ない

し固体）の分子が電離して、陽イオンと電

子が生成され、それぞれが検出器内にある

電極（陽極・陰極）に引き寄せられる際に

流れる電流を検出して、電気信号に変換し

て放射線量を測定するものである。電離作

用を利用する測定機器のうち、電離箱、比

例計数管、GM計数管は気体を電離すること

で放射線を検出するのに対し、半導体検出

器は固体内での電離を利用して放射線を検

出する。電離箱、比例係数管、GM係数管は、

検出器内の電極間の電圧の設定が異なって

おり、後者にいくほど電圧が高く、電離が

促され、出力信号も大きくなるため、より

高感度の測定が可能となっている（図表

1-16-3）。また、励起作用による測定は、

放射線が蛍光体（シンチレーターと呼ばれ

る）の中を通過する際、分子が励起され、

これが再び元の状態に戻る際に放出された

光を増幅させるため、これを電流に変換し

て、放射線量を測定するものである。励起

作用を利用した検出は、シンチレーション

検出器により行われている。なお、個人被

ばく管理に用いられる個人線量計（図表

1-16-4）の中にも、長時間、ある一定のと

ころで固定することにより積算線量を測定

可能であることから、作業環境測定に利用

されるものがある 51。 

作業環境測定基準第 8 条では、従前、測

定対象となる放射線について、例えば、ガ

ンマ線やエックス線の線量当量率計であれ

ば、電離箱式照射線量率計、ガイガ・ミュ

ラー計数管式線量率計、シンチレーション

式線量率計、中性子線の線量当量率計であ

れば、計数管式中性子測定器、シンチレー

ション式中性子測定器などというように、

使用すべき測定機器が定められていた。 

しかし、ガンマ線又はエックス線測定用

の測定機器として規定されていた電離箱式

照射線量計もすでに使用されていないと見

込まれること、JIS において、電離箱式、

ＧＭ計数管式、シンチレーション式、半導

体式といった測定器の種類別の規定が 2014
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（平成 26）年以降削除されていることなど

から令和 2・1・27 厚生労働省告示第 18 号

（2021（令和 3）年 4月 1日施行）により、

下記のように規定されるに至っている（改

正後の作業環境測定基準第 8 条及び令和

2・1・27基発 0127第 12号）52。 

 

β線 

 

70 ㎛線量当量（率）を適切に測

定できるもの 

JIS Z4333に適合するサーベイメ

ータ又は JIS Z4345 に適合する

受動形放射線測定器線量計（※

線量当量計）であって、70 ㎛線

量当量（率）（方向性線量当量

（率））を測定できるもの 

中性

子線 

 

1㎝線量当量（率）を適切に測定

できるもの 

JIS Z4341に適合するサーベイメ

ータ、JIS Z4416に適合する受動

形放射線測定器又は JIS Z4416

の応答特性に適合することが認

められた受動型放射線測定器で

あって、１㎝線量当量（率）（周

辺線量当量（率））を測定でき

るものが含まれること。 

γ線 

X線 

1 ㎝線量当量（率）又は 70 ㎛線

量当量（率）を適切に測定でき

るもの 

JIS Z4333に適合するサーベイメ

ータ又は JIS Z4345 に適合する

受動形放射線測定器であって、

１㎝線量当量（率）（周辺線量

当量（率））又は 70㎛線量当量

（率）（方向性線量当量（率））

を測定できるものが含まれるこ

と。 

 

※「受動形」（パッシブ型）は、常時装着し、

測定後、定期的に読取装置を用いて指示値の

読み取りを行うものを指し、検出器、測定回

路、表示回路が一体となり、電源に接続して

指示値の直読が可能な「アクティブ型」と区

別される 53。 

 

 ところで、事業者には、管理区域内にお

いて放射線業務に従事する労働者（以下「放

射線業務従事者」という）、緊急作業に従

事する労働者、管理区域に一時的に立ち入

る労働者については、管理区域内において

受ける外部被ばくないし内部被ばくによる

線量及び内部被ばくによる線量を測定する

ことが求められる。外部被ばくによる線量

の測定は、男性及び妊娠可能性がない女性

であれば胸部、妊娠可能性がある女性であ

れば腹部、場合によっては、これに加えて、

左記以外の最も多く放射線にさらされるお

それのある部位にも放射線測定器（個人線

量計、図表 1-16-4）を装着してこれを行う

（電離則第 8 条）。内部被ばくによる線量

の測定は、原則として、3 か月に 1 回、例

外として、妊娠中の女性や、1 か月間に受

ける実効線量が 1.7mSv を超えるおそれの

ある女性、緊急作業に従事した男性につい

ては、1 か月に 1 回、放射性物質ごとに、

吸入摂取又は経口摂取した量（Bq）に所定

の係数を乗じ、実効線量を計算する方法に

より行われ（令和 2・4・1厚労省告示第 169

号第 2 条）、下記に定められる被ばく限度

を踏まえた被ばく管理が求められる（電離

則第 4条乃至第 7条）。 
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  通常時 緊急時 

実

効

線

量 

男性等 100mSv/5 年間 

50ｍSv/1 年間 

100mSv 

女性 5mSv/3 か月間 同左 

妊 娠 中

の女性 

妊娠中に 1mSv 

（内部被ばく） 

― 

等

価

線

量 

眼の 

水晶体 

100mSv/5 年間 

50ｍSv/1 年間 

300mSv 

皮膚 500mSv/1 年間 1000mSv 

(1Sv) 

妊 娠 中

女性 

妊娠中に 2mSv 

(腹部表面) 

― 

 

1. 2．2．3．2．7 放射性物質取扱作業室

における測定 

放射性物質取扱作業室、事故由来廃棄物

等取扱施設においては、その空気中の放射

性物質の濃度を作業環境測定士により測定

させることが求められる（電離則第 55条）。 

放射性物質の濃度の測定とは、放射能測

定のことであり、放射性物質が放射性を放

出する能力及びその量を示すものである

（単位はベクレル（㏃））。放射性物質の

サンプリングに際しては放射性物質の状態

が粒子状である場合はろ過捕集方法又は液

体捕集方法、ガス状である場合には、液体

捕集方法、固体捕集方法、直接捕集方法又

は冷却凝縮捕集方法が用いられる。 

 放射性物質の分析方法 54は、①全アルフ

ァ、全ベータ、全ガンマ放射能計測方法（※

試料から放出される特定の種類の放射線を、

そのエネルギーで区別することなく全体と

して計測する方法）又はアルファ・ベータ・

ガンマ線スペクトル分析方法（※いずれか

の放射線について、そのエネルギー分布を

計測する方法 55）、②放射化学分析方法（※

化学的手法を用いて測定対象核種を濃縮、

分離し、全放射能計測方法又はスペクトル

分析方法と組み合わせて定量する方法）、

③ウラン濃度を測定する場合は、蛍光光度

分析方法（※採取試料を化学処理した後に

紫外線を照射して得られるけい光を蛍光光

度計などにより測定することによって、試

料中の対象物質を定量する方法）による（作

業環境測定基準第 9 条第 1 項）。ただし、

空気中のガス状の放射性物質の濃度の測定

は、直接濃度指示方法によることができる

（同条第 2項）。 

なお、作業環境測定基準第 7 条において

は、外部放射線による線量当量率、線量当

量及び空気中の放射性物質の濃度の測定に

ついて、単位作業場所について行わなけれ

ばならないことが規定されているが、A 測

定のように等間隔で無作為に抽出した複数

の測定点の平均的濃度を算出することは求

められていない。 

目的に応じて次のようなサンプリング方

法がとられている 56。 

 

 目的 試料採取箇所 

①ゼネ

ラルサ

ンプリ

ング 

作業室全体の空

気汚染の検出 

空気汚染の発生

を確実に検出で

きる位置（換気用

排気口付近・作業

場所の風下） 

②セン

トラル

サンプ

リング 

取扱室が複数あ

るときに、各取

扱室に空気汚染

がないことを確

認 

同上 

③ロー

カルサ

局所的に発生す

る空気汚染の検

空気汚染の発生

する可能性のあ
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ンプリ

ング 

出及び室内の空

気中放射性物質

の濃度の分布の

把握 

る複数個所 

④スポ

ットサ

ンプリ

ング 

空気汚染の発生

するおそれのあ

る 特 定 の 作 業

（空気汚染の発

生源）における

空気汚染の状況

把握 

作業方法や作業

場の風向きを考

慮 

⑤パー

ソナル

サンプ

リング 

濃度限度異常の

空気汚染を伴う

作業など作業者

が吸入する空気

中の放射性物質

濃度の把握 

携帯用個人サン

プラーによって、

作業者の呼吸域

から採取 

 

なお、②のセントラルサンプリングで測

定した測定値から有意の汚染が認められた

場合には、当該室について改めて試料を採

取し、測定を実施しなければならないとさ

れる（昭和 51・6・14基発第 454 号）。 

なお、算出された値については、「電離

放射線障害防止規則第 3 条第 3 項並びに第

8 条第 5 項及び第 9 条第 2 項の規定に基づ

く厚生労働大臣が定める限度及び方法」（昭

和 63・10・1労働省告示第 93号、最終改正：

令和 2・4・1 厚生労働省告示第 169 号）に

定めのある濃度限度（作業室内の 1 日の平

均濃度（8 時間）が超えてはならない空気

中の放射性物質の濃度）の 10分の 1を超え

ていないかを確認し、超えている場合には、

原因を調査し、作業環境の改善を行うこと

になる 57。放射線濃度の測定については、

以上のような形で行われるため、安衛法第

65条の 2で規定される作業環境評価基準に

基づく評価は行われない。 

なお、原子力規制委員会の許可を受けて、

あるいは、同委員会に届出をして、放射線

同位元素を使用する者、放射線発生装置を

使用する者、放射性同位元素又は放射性汚

染物を業として廃棄しようとする者は、放

射線障害のおそれのある場所（使用施設、

廃棄施設、管理区域の境界、事業所等内に

おいて人が居住する区域、事業所等の境界

等）において、原則毎月 1 回、1 ㎝線量当

量（率）の測定をすることを放射線障害防

止法（放射性同位元素等の規制に関する法

律（昭和 32年法律第 167号））において義

務付けられている（放射線障害防止法第 20

条、同法施行規則第 20条第 1項）。 

 

1．2．2．3．2．8 指定作業場以外の作業

場の測定 

指定作業場以外の作業場については下記

の測定点や測定機器等が定められている。 

暑熱、寒

冷または

多湿の屋

内作業場 

【測定点】 

単位作業場所について、当該単

位作業場所の中央部の床上 50

㎝以上 150 ㎝以下の位置に、1

以上 

ふく射熱の測定のための測定点

は、熱源ごとに、作業場所で熱

源に最も近い位置 

【測定機器】 

気温及び湿度：5 度目盛りのア

スマン通風乾湿計（※モーター

もしくはゼンマイによって通風

させながら乾湿計の測定ができ

る測定器。図表 1-17-1） 

ふく射熱：5 度目盛りの黒球寒
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暖計 

（作業環境測定基準 3条） 

著しい騒

音を発す

る屋内作

業場 

【測定点】 

単位作業場所の床面上に 6m 以

下の等間隔で引いた縦の線と横

の線との交点の床上 120 ㎝以上

150㎝以下の位置に原則 5以上 

単位作業場所における騒音レベ

ルがほぼ均一であることが明ら

かな場合、当該作業単位場所の

床面上に 6m を超える等間隔で

引いた縦線と横線の交点 

音源に近接する場所において作

業が行われる単位作業場所で

は、騒音レベルが最大となると

思われる時間に当該作業位置も

追加 

【測定機器】 

等価騒音レベルを測定できる騒

音計(図表 1-17-2) 

【測定時間】 

1 の測定点における測定時間は

10分間以上の継続した時間 

（作業環境測定基準第 4条） 

坑内作業

場 

【測定点】 

坑内における 切羽
き り は

（※掘削作業

が行われている箇所）と坑口（切

羽と坑口との間に坑の分岐点が

ある場合には、当該切羽に最も

近い坑の分岐点）との中間の位

置及び切羽に、それぞれ 1以上  

【測定機器】 

炭酸ガス濃度：検知管方式によ

る炭酸ガス検定器 

気温：0.5度目盛の温度計 

（作業環境測定基準第 5条） 

空気調和

設備のあ

る建築物

の室 

【測定点】 

建築物の室の中央部の床上 75

センチメートル以上 120 センチ

メートル以下の位置に、1以上 

【測定機器】 

一酸化炭素の含有率：検知管方

式による一酸化炭素検定器 

炭酸ガスの含有率：検知管方式

による炭酸ガス検定機 

室温・外気温：0.5 度目盛りの

温度計 

相対湿度：0.5 度目盛りの乾湿

球の温度計 

【測定時間】 

建築物の通常の使用時間中 

（作業環境測定基準第 6条） 

酸素欠乏

場所 

【測定点】 

当該作業における空気中の酸素

及び硫化水素の濃度の分布の状

況を知るために適当な位置に、5

以上 

【測定機器】 

酸素の濃度：酸素計又は検知管

方式による酸素検定器（図表

1-17-3） 

硫化水素の濃度：検知管方式に

よる硫化水素検定器 

 

1．2．2．3．2．9 補論：坑内作業場の切

羽付近における粉じん濃度の測定 

粉じん作業を行う坑内作業場については、

粉じん則の改正（平成 19・12・4 厚生労働

省令第 143 号）により、半月以内に 1 回、

空気中の粉じん濃度の測定が義務付けられ

ている(粉じん則第 6 条の 3)。同改正は、

技術進歩や作業方法の変化により、粉じん
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の発生量が増加し、従来の粉じん発生源対

策では十分な対応ができなくなってきたこ

とを背景とするものである。 

もっとも、坑内作業場における粉じん濃

度の測定は必ずしも容易ではない。粉じん

作業を行う坑内作業場の代表例としては、

トンネル建設工事現場等が挙げられるが、

こうした作業場においては、掘り進むにつ

れて作業場所が移動していくという特徴

（特殊性）があるため、作業環境測定の枠

組みをそのままあてはめることが困難とな

っている。具体的には、トンネル工事は、

削孔・装薬→発破・退避→ずりだし・支保

工建込→コンクリート吹付→削孔・装薬と

いうサイクルを 4～6 時間程度で繰り返す

が、作業ごとに粉じん濃度は大きく異なる。

このため、粉じん濃度が時間的に対数正規

分布しているという作業環境測定の評価値

の算定の前提が成り立たない。また、切刃

の土質が前日とは異なる可能性が高い上、

仮に同じ土質であったとしても、土中の水

分量の変動により、測定日の単位作業場と

測定日の翌日の単位作業場の粉じんの発生

しやすさには、連続性があるとはいえない。

さらに、「土石、岩石、鉱物、金属又は炭

素の粉じん」の管理濃度（※作業環境の評

価指標）に関する式を前提に導かれる管理

濃度は、現状のトンネル建設工事で実現困

難とされる 58。こうしたことから、粉じん

則第 6条の 3に基づく粉じん濃度の測定は、

安衛法第 2 条 4 号にいう作業環境測定に該

当するものであるが、安衛法第 65条に基づ

くものではないと位置付けられている。 

もっとも、トンネル建設工事における新

たな工法の普及、機械の大型化などにより、

粉じんの発生の態様が多様化し、状況に応

じた的確な対策の推進が引き続き求められ

ていた。また、粉じん濃度測定技術におい

ても、装置の小型化や精度の向上などによ

り、採用し得る技術的な選択肢が拡大する

などした 59。そこで、厚生労働省労働基準

局安全衛生部化学物質対策課環境改善室内

に設置された「トンネル建設工事の切刃付

近における作業環境等の改善のための技術

的事項に関する検討会」においては、トン

ネル建設工事の作業環境を将来にわたって

よりよいものとする観点から、最新の技術

的な知見等に基づき、簡便かつ負担の少な

い正確なトンネル切羽付近の空気中の粉じ

んの濃度の測定とそれに基づく対策が検討

された 60。その上で、同検討会報告書（2020

（令和 2）年 1 月 30 日）の提言に基づき、

粉じん則の改正（令和 2・6・15厚生労働省

令第 128 号、令和 2・6・15 基発 0615 第 6

号）や「粉じん作業を行う坑内作業場に係

る粉じん濃度の測定及び評価の方法等」（令

和 2・7・20厚生労働省告示第 265号）の制

定（令和 2・7・20 基発 0720 第 1 号）がな

され、2021（令和 3）年 4 月から施行され

ている。また、「ずい道等建設工事におけ

る粉じん対策に関するガイドライン」も改

正されている（令和 2・7・20 基発 0720 第

2号）。 

 上記改正により、事業者は原則として、

坑内作業場の切羽に近接する場所の空気中

の粉じん濃度を測定し、これを評価する義

務を負うこととされた。また、併せて、当

該坑内作業場における粉じん中の遊離けい

酸の含有率も測定しなければならないこと

とされた（粉じん則第 6 条の 3）。また、

測定結果の記録・保存（7 年間）、労働者

への周知も求められることとなった（同第
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6条の 4第 3項、同第 4項）。 

試料採取の方法としては、①定置式の試

料採取機器を用いて定点測定する方法（切

羽から 10m～50ｍの範囲(発破、機械掘削、

ずり出し中は 20～50m)の範囲の両端と中間

におけるトンネルの両側に計 6 点）、②作

業に従事する 2 人以上の労働者の身体に装

着する試料採取機器（個人サンプラー）を

用いる方法、③車両系機械(動力を用い、か

つ、不特定の場所に自走できる機械)に装着

されている試料採取機器を用いる方法が告

示及びガイドラインにおいて示された（図

表 1-18）。また、試料空気等の採取時間は、

作業工程の１サイクルの全時間とされた。 

次に、粉じん濃度の測定は、質量濃度測

定法（分粒装置を用いるろ過捕集方法及び

重量分析方法）又は相対濃度指示方法（分

粒装置を備えた相対濃度計及び質量濃度変

換係数（K 値）を用いた方法）のいずれか

とすべきこととした。その際、質量濃度変

換係数（K 値）の設定に際しては、質量濃

度測定法を併行測定する方法だけでなく、

文献等から統計的に決定した標準 K 値を使

用することも認められている。評価に際し

ては、測定値の算術平均値を評価値とし、

評価値を「粉じん濃度目標レベル」である

2mg/㎥と比較することとされた。粉じん濃

度目標レベルは現時点におけるトンネル工

事での粉じん濃度の状況や換気装置や低粉

じん吹付剤等の取り入れ状況に関するアン

ケート調査結果を踏まえて設定されたもの

であり、10年前後で見直しが予定されてい

るものである。なお、相対濃度指示方法以

外の方法による場合には、測定の精度を確

保するため、第一種作業環境測定士、作業

環境測定機関等、当該測定について十分な

知識及び経験を有する者により実施される

べきであるとガイドラインにおいて規定さ

れている。 

また、遊離けい酸含有率の測定はエック

ス線回折分析方法（試料にエックス線をあ

て、入射角に応じた反射の強度によって物

質を特定する方法）や重量分析方法だけで

なく、工事前のボーリング調査等による工

事区間の主たる岩石の種類に応じ、岩石の

種類別に定められた標準的な遊離けい酸含

有率により決定することも認められるべき

とされた。遊離けい酸濃度は遊離けい酸含

有率と粉じん測定の評価値を乗じることに

より求められることになる。 

 

1．2．2．3．4 作業環境測定士・作業環境

測定機関 

作業環境測定士は、第一種作業環境測定

士及び第二種作業環境測定士に分けられる

（作業環境測定法第 2 条第 4 号）。いずれ

も厚生労働大臣の登録を受けて、指定作業

場及びその他の事業場における作業環境測

定の業務を行う。デザイン及びサンプリン

グは、第 1 種・第 2 種作業環境測定士のい

ずれも行えるが、第 2 種作業環境測定士が

行える分析（解析を含む）業務は、検知管

方式によりガス若しくは蒸気の濃度を測定

する機器や所定の浮遊粉じんの重量を測定

する機器など、簡易測定機器を用いて行う

ものに限られる。第一種作業環境測定士が

行える分析業務はこれに限られないが、鉱

物性粉じん、放射性物質、特定化学物質、

金属類、有機溶剤の 5 種類の登録区分に応

じた分析（解析）業務が行える（作業環境

測定法第 2 条第 5 号、同第 6 号、同施行規

則第 2 条、同第 3 条）。また、作業環境測
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定としての個人サンプリング法による測定

（C 測定、D測定）を実施できるのは、個人

サンプリング法に係る講習を修了し、個人

サンプリング法ができることを登録した第

1種・第 2種作業環境測定士に限られる（令

和 2・1・27厚生労働省令第 8号による改正）。 

指定作業場における作業環境測定は作業

環境測定士の独占業務であり（作業環境測

定法第 3条）、作業環境測定士でない者は、

その名称中に作業環境測定士という文字を

用いてはならない（作業環境測定法第 18

条）。業務独占と名称独占の双方が規定さ

れている資格は、労働安全衛生関係法令で

定められている 50種以上の資格のうち、作

業環境測定士のみである。 

作業環境測定機関とは、厚生労働大臣又

は都道府県労働局長の登録を受け、他人の

求めに応じて、事業場における作業環境測

定を行うことを業とする者をいう（作業環

境測定法第 2 条第 7 号）。作業環境測定士

を自社内で養成することが困難である中小

企業等など、事業者自らが作業環境測定士

に指定作業場における作業環境測定を実施

させることができない場合にはこれを委託

して実施させることが義務付けられており

（作業環境測定法第 3 条、作業環境測定法

施行規則第 3 条）、作業環境測定機関はそ

の委託先となるものである 61。作業環境測

定機関が登録を受けるためには、①作業環

境測定機関が作業環境測定できる作業場の

種類について登録を受けている第一種作業

環境測定士が置かれること（個人サンプリ

ング法を実施しようとする場合には、これ

について登録を受けている作業環境測定士

が置かれること）、②作業環境測定に使用

する機器及び設備が厚生労働大臣の定める

基準に適合するものであること、③作業環

境測定の業務を行うために必要な事務所を

有することが求められる（作業環境測定法

施行規則第 54条）。作業環境測定機関もま

た、名称を独占している（作業環境測定法

第 37条）。 

作業環境測定法はまた、全国の作業環境

測定士の品位の保持並びに作業環境測定士

及び作業環境測定機関の業務の進歩改善に

資するため、社員の指導及び連絡に関する

事務を全国的に行うことを目的とするもの

として、作業環境測定士及び作業環境測定

機関を社員とする日本作業環境測定協会と

いう一般社団法人を設立することができる

旨を定めると共に、その名称の独占を認め

ている（作業環境測定法第 36 条、第 37 条

第 2 項）。作業環境測定については新たな

対象物質の登場や新たな技術の開発が予想

される中で、作業環境測定士が測定技術を

研鑽し合うことを効率的に行うことを企図

して設けられたものである 62。なお、一般

社団法人日本作業環境測定協会は、1979（昭

和 54）年に設立され、2013（平成 25）年 4

月以降、公益社団法人に移行している 63。 

作業環境測定士としての資格を得るため

には、国家試験に合格し、登録講習を修了

する必要がある（作業環境測定法第 5条）。

すなわち、指定試験機関である公益財団法

人安全衛生技術試験協会によって実施され

る作業環境測定士試験（筆記試験）に合格

し（作業環境測定施行規則第 14条）、登録

講習機関（公益社団法人日本作業環境測定

協会ほか）が実施する登録講習を受講し、

筆記試験と実技試験からなる修了試験に合

格することが必要である。ただし、空気環

境その他環境の測定に関する科目を担当す
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る教授・准教授やこれに関する研究業務を

研究機関において行う者のうち、作業環境

測定に関し高度の知識及び技能を有すると

厚生労働大臣が認定したものについても資

格が認められる（作業環境測定法第 5 条、

同施行規則第 5条第 2号）。 

試験の受験資格は、①大学又は高等専門

学校において理科系統の正規の課程を修め

て卒業した者については、その後 1 年以上

労働衛生実務に従事した経験を有するもの、

それ以外の課程を修めて卒業した者につい

ては、その後 3 年以上の実務経験を有する

もの、②高等学校又は中等教育学校におい

て理科系統の正規の学科を修めて卒業した

者については、その後 3 年以上の実務経験

を有するもの、それ以外の学科を納めて卒

業した者については、その後 5 年以上の実

務経験を有するもの、あるいは、上記のよ

うな学歴がない場合であっても、③8 年以

上労働衛生の実務に従事した経験を有する

もの、④技術士法の第二次試験に合格した

者、⑤産業安全専門官、労働衛生専門官、

労働基準監督官及びその経験者等に認めら

れる（作業環境測定法第 15 条、同施行規則

第 15 条、作業環境測定士規程（昭和 51 年

労働省告示第 16 号）第 1条）。 

第一種・第二種に共通の試験科目は、労

働衛生一般、労働衛生関係法令、作業環境

について行うデザイン及びサンプリング、

作業環境について行う分析に関する概論で

ある。第一種についてのみ、①石綿等を含

む鉱物性粉じん、②放射性物質、③所定の

特定化学物質（金属である物を除く）、④

鉛及び金属である特定化学物質、⑤有機溶

剤の分析の技術に関する選択科目がある

（作業環境測定法第 16 条）。選択科目は、

1～5科目を選択することができ、当該種別

について、作業環境測定士として登録を受

けることになる（作業環境測定法第 7 条、

同施行規則第 6条）。 

ただし、一定の資格又は実務経験を有す

る場合には上記のうち、全部または一部の

科目が免除となる（施行規則第 17条）。医

師・歯科医師・薬剤師については全科目が、

環境計量士（濃度関係）で免除講習を受け

た者は、選択科目②以外の全科目が、核燃

料取扱主任者・原子炉主任技術者・第 1 種

放射線取扱主任者として選任されている者

又は過去 3 年以上の経験のある者や診療放

射線技師については、共通科目及び選択科

目②が、臨床検査技師で 3 年以上空気環境

測定の実務経験等を有する者は共通科目が、

技術士（化学・金属・応用理学・衛生工学）、

衛生検査技師、公害防止管理者・公害防止

主任管理者、その他の環境計量士、その他

の臨床検査技師、職業訓練指導員（化学分

析科）、高度職業訓練（科学システム系環

境科学科）修了後、技能照査に合格した者、

技能検定合格者（化学分析 1・2級）は一部

の科目が免除となる。また、労働衛生コン

サルタントや労働衛生専門官や労働基準監

督官として 3 年以上の実務経験を有する者、

第一種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管

理者免許を受けた者で前者につき 5 年、後

者につき 3 年以上労働衛生における実務経

験を有し、免除講習を受けた者については、

労働衛生一般、労働衛生関係法令の試験科

目が免除となる。 

登録講習機関における講習科目及び講習

時間は、下記図表のとおりである。また、

講習においては修了試験が行われる（作業

環境測定法別表第 1、作業環境測定士規程
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第 3 条）。なお、個人サンプリング方法の

先行導入に伴い、作業環境について行うデ

ザイン及びサンプリングの実務のうち個人

サンプリング法に係るものとして、8 時間

（告示の際に既に試験に合格しており、試

験科目である労働衛生関係法令に個人サン

プリング法が入っていなかった者について

は 9 時間）の講習が追加されている（令和

2・1・27厚生労働省告示第 18号による）。 

 

講習 講習科目 

第一種作業

環境測定士

講習 

①労働衛生管理の実務（6時

間）、②作業環境について

行うデザイン及びサンプリ

ングの実務（12 時間）、③

指定作業場の作業環境につ

いて行う分析（解析を含む）

の実務（12 時間） 

第二種作業

環境測定士

講習 

①労働衛生管理の実務（6時

間）、②作業環境について

行うデザイン及びサンプリ

ングの実務（12 時間） 

講習は、試料採取器、分粒装置、相対濃

度測定器及び検知管式ガス測定器等の機械

器具（図表 1-19）を用いて行うこと、第一

種作業環境測定士講習では、さらに、①エ

ックス線回折装置（図表 1-12-3）、位相差

顕微鏡（図表 1-13）及び重量分析法による

結晶質シリカ（※けい肺の原因物質）含有

率測定器、②放射能測定器及び放射線スペ

クトロメータ、③分光光度計（図表 1-14-1）、

ガスクロマトグラフ及び原子吸光光度計

（図表 1-14-2）を利用してこれを行うこと

が予定されている（作業環境測定法別表第

2）。 

上記の他、都道府県労働局長は、作業環

境測定の適正な実施を確保するため必要が

あると認めるときは、作業環境測定士に対

し、期間を定めて、厚生労働大臣又は都道

府県労働局長の登録を受けた者が行う研修

を受けるよう指示することができる（作業

環境測定法第 44 条第 1 項）。具体的には、

測定に関する新たな技術が開発された場合

等に、作業環境測定全体を対象としてこう

した指示を出すことが想定されており 64、

ごく例外的に資質に問題のある個々の測定

士に指示を出すこともありうるとされる 65。

なお、前者について、立法制定当初は、ま

ず、一定期間内に指定講習機関において研

修を受講すべきことを官報で公示し、その

後、測定機関又は測定士に指示書を送付す

ることが想定されていたが、行政簡素化の

一環として、作業環境測定士の住所は作業

環境測定士名簿における登録事項（同第 7

条）から削除されており、指示書を現住所

に送付することは困難となっている 66。 

作業環境測定士が作業環境測定基準に従

って作業環境測定を実施しない場合、上記

研修の指示に従わない場合、虚偽の測定結

果を表示したとき、作業環境測定の業務に

関し不正の行為があった場合には、登録取

消や業務停止、名称使用停止処分の対象と

なる（作業環境測定法第 12条第 2項第 2号、

同第 3号、同第 5号）。 

 

1．2．2．3．5 測定結果等の記録とその保

存 

 作業環境測定を行ったときは、測定結果

の他、誰が（測定実施者の氏名）、いつ（測

定日時）、どのように（測定方法）、どこ

を（測定箇所）、いかなる条件下で測定し

たか（測定条件）と、測定結果に基づく予
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防改善措置の内容を記録し、記録を 3 年間

保存しなければならない（有機則第 28条第

3 項、鉛則第 52 条第 2 項、特化則第 36 条

第 2 項、酸欠則第 3 条第 2 項、事務所衛生

基準規則第 7 条第 2 項、安衛則第 590 条第

2項、第 592 条第 2項）。 

このうち、放射線作業における測定につ

いては、測定器の種類、型式及び性能も記

録の対象となるほか、記録の保存期間は 5

年間となる（電離則第 54条第 1項）。また、

土石等の粉じんの測定については 7 年間

（粉じん則第 26 条第 8 項）、ベンジジン、

塩化ビニル、クロム酸等のがん原性物質（特

別管理物質）を取り扱う作業場について行

った測定記録は 30 年間（特化則第 36 条第

3項）、石綿の測定については 40年間（石

綿則第 36条第 2項）と長期の保存が求めら

れている。これらは、ばく露によって生じ

うる遅発性疾病に対応するものである（第

67条（健康管理手帳）参照）。 

なお、作業環境測定の結果及びその結果

の評価に基づく対策の樹立に関することは、

「労働者の健康障害の防止に関する重要事

項」（安衛法第 18 条第 1項 4号）の 1つと

して、衛生委員会の付議事項とされている

（安衛則第 22条第 6号）。 

 

1．3 沿革 

1．3．1 制度史 

本条が規定されたのは、1972（昭和 47）

年に制定された安衛法においてである。た

だし、それ以前の時期においても、作業環

境測定に向けた試行錯誤がなされていた 67。 

 

1．3．1．1 前史 

 昭和 20年代の労働衛生行政において、作

業環境管理の拠り所とされたのは、いわゆ

る 1178通達、「労働基準法施行規則 18条、

女子年少者労働基準規則第 13 条及び労働

安全衛生規則第 48 条の衛生上有害な業務

の取り扱い基準について」（昭和 23・8・

12基発第 1178号）である。同通達は、2時

間以上の法定時間外労働の制限（労基法第

36条）、女子年少者の就業禁止（労基法第

63 条、第 49 条）、雇入れ時健診（特殊健

診）の対象となる有害業務の基準を明らか

にするものである。このうち、時間外労働

の制限対象となる有害業務との関係では、

著しく暑熱又は寒冷な場所における業務、

有害放射線にさらされる業務、じん埃又は

粉末を著しく飛散する場所における業務、

異常気圧下における業務、著しい振動を与

える業務、重量物を取り扱う業務、強烈な

騒音を発する場所における業務、有害物の

粉じん、蒸気又はガスを発散する場所にお

ける業務についての基準が示されたが、女

子年少者の就業が禁止される危険有害業務

といわゆる特殊健診の対象業務については、

差し当たり、有害物の粉じん、蒸気又はガ

スを発散する場所における業務についての

み基準が示された。例えば、有害物の粉じ

ん、蒸気又はガスを発散する場所における

業務としては、作業場の空気がこれらの物

質のガス、蒸気又は粉じんを一定の限度以

上に含有される場所とされ、鉛（0.5㎎/㎥）、

水銀（0.1㎎/㎥）、クローム（0.5㎎/㎥）、

砒素（1）、硫黄（2）、弗素（3）、塩素（1）、

塩酸（10）、硝酸（40）、亜硫酸（10）、

硫酸（5 ㎎/㎥）、一酸化炭素（100）、二

酸化炭素（20）、青酸（20）、ベンゼン（100）、

アニリン（7）（単位の特記しないものにつ

いては、100 万分の 1 単位とする。）とそ
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れぞれの限度が定められている。こうした

基準は、労働衛生を推進する上で、当面妥

当と考えられる基準値（恕限度）68とされる

ものであったが、昭和 20 年代においては、

1178通達で示す濃度基準に適合しているか

否かを判断するための作業環境測定技術が

確立していなかったため、この通達で示す

有害な業務の法令適用の判定は困難であっ

た。加えて、1178通達で示す基準は、1951

（昭和 26）年以降に、アメリカの労働衛生

専門官会議（ACGIH）が示した有害な化学物

質についての Threshold Limit Values(恕

限度:抑制限度値)と乖離していることも多

かった。なお、アメリカにおける恕限度は、

成年男子による週 6日、1日 8時間労働（現

在では 1日 8時間、週 40時間労働）におい

て中毒が発生するおそれが少ない濃度とさ

れていた。なお、時間外労働制限の対象と

なる有害業務については、「有害業務の範

囲について」（昭和 43・7・24 基発第 472

号）により、作業列挙方式に改められてい

る。 

 労働省では、1951（昭和 26）年から労働

衛生試験研究費補助金交付規程を公布し、

職業病の発生予防や健康診断の方法、作業

環境改善のための労働衛生工学的（作業環

境管理）技術、医学的又は工学技術的研究

に対する助成を開始していた。1952（昭和

27）年度には「有害ガスについての作業環

境測定方法に関する研究」等がテーマとし

て取り上げられた。また、1954（昭和 29）

年度には、「局所排気措置の設計基準研究

委員会」、「有害物の空気中の濃度の測定

研究委員会」が設置された。 

 昭和 20 年代の労働衛生行政における大

きな課題は、じん肺患者の救済であった。

昭和 21年 6月 8日に栃木県足尾町の鉱山復

興町民大会において、けい肺撲滅のための

全国的運動を展開することが決議されたこ

とを契機として、けい肺が社会問題となっ

ていた。労働省はじん肺巡回健診を全国的

に行い、その結果は、1955（昭和 30）年の

けい肺等特別保護法制定に繋がっている。

もっとも、当時の粉じん予防対策は、専ら

保護具（粉じんマスク）の着用に頼ってお

り、予防の基準となるべき濃度についても

学問的検討を要する段階であった。そこで、

けい肺等特別保護法では、健康管理と補償

をその内容とし、粉じん予防対策は専ら安

衛則の一般規制に委ねられることになった。

このとき、健康管理（特殊健診）の対象に

ついては、1178通達における恕限度方式で

はなく、作業列挙方式で規定された。作業

の列挙に際しては、けい肺等健診を通じて

けい肺に罹患のおそれがあると思われる作

業場所における粉じん発散量の調査結果と

健診結果が参照された 69。作業列挙方式を

とることにより、専門家でなくとも適用対

象が認識できるようになるほか、粉じんの

測定方法が確立されていないなかで、濃度

にかかわりなく行政による監督指導ができ

ることとなった。その後 1960（昭和 35）年

に制定されたじん肺法では、けい肺等特別

保護法の下で対象とされる「遊離けい酸じ

ん又は遊離けい酸を含む粉じん」に限らず

広く「鉱物性粉じん」に起因するじん肺等

を対象とした。また、その目的規定におい

て、「じん肺の適正な予防」を挙げ、労使

の努力義務として、粉じんの発散の抑制、

保護具の使用その他について適切な措置を

講ずること（じん肺法 5 条）、政府の努力

義務として、粉じんの測定、粉じんの発散
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の抑制等に関し技術的援助を行うことを規

定した。なお、作業環境測定の実施を義務

付ける粉じん則が制定されるのは 1979（昭

和 54）年のことであるが、後述する他の有

害物質と比べて制定時期が遅れているのは、

粉じんの発生形態は産業ごとに異なりその

防止対策が複雑であること、粉じんの種類

及び発生原因が多様で作業環境改善対策の

検討が困難であったためである 70。 

 

1．3．1．2 通達行政 

じん肺に対する取り組みと前後して、労

働省は、過去の試験研究及び実態調査の資

料を収集し、これを踏まえて「特殊健康診

断指針について」（昭和 31・5・18 基発第

308 号）を発出し、衛生管理者を選任する

事業場に対して特殊健康診断の自主的実施

を勧奨した。同通達では、1178通達で示す

基準に頼ることなく、差し当たり有害な又

は有害のおそれのある主要 23 業務の範囲

が定められた。特殊健康診断の推進により、

有害業務従事者の中にかなりの異常所見者

がいることが明らかとなり、労働環境改善

の重要性が強く認識されるに至った。 

こうした中で発出された「労働環境にお

ける有害なガス、蒸気又は粉じんの測定方

法について」（昭和 33・4・17 基発第 238

号）においては、当時問題となっていた鉛、

四エチル鉛、クロム等およそ 20 種類の気中

有害物質を検知管 71を使用して測定する方

法を示し、作業環境改善の前後においてこ

の測定を実施すべきとした。ただし、この

通達では、空気中からのサンプリング方法

や評価については触れられていなかった。 

上記通達に引き続いて発出された「職業

病予防のための労働環境改善の促進につい

て」（昭和 33・5・26 基発第 38 号）では、

別紙として「労働環境における職業病予防

に関する技術指針」が添付されており、そ

こでは、有害物質ごとにとられるべき措置

として、局所排気等の工学的対策、個人保

護具の着用等の措置が挙げられた他、「発

散有害物の抑制目標限度」が示された。こ

のとき示された抑制目標濃度は、有害物を

完全になくすことは技術上、経済上困難で

あるとの前提の下、有害物の発生源に対す

る改善措置による効果について当面定めら

れた目標 72であり、恕限度や昭和 36年に日

本産業衛生学会が示した許容濃度（労働者

が有害物に連続ばく露する場合に、有害物

の空気中濃度が当該値以下であれば、ほと

んど全ての労働者に悪影響がみられない濃

度）の考えとは異なっていた。なお、基準

とされる数値は、鉛については 0.5mg/㎥と

1178通達と一致しているが、クロムについ

ては、1178 通達では 0.5mg/㎥であるのに対

し、上記指針の抑制目標限度は 0.1mg/㎥と

異なっている。また、1178通達では、粉じ

ん 1000 個/1cc 又は 15mg/㎥（珪石を 50％

以上含む場合は 700個/cc又は 10mg/㎥）と

いう基準が示されていたのに対し、指針の

抑制目標限度は 1000 個/1cc 又は 20mg/㎥

（遊離ケイ酸を 50％以上含む場合は 700個

/cc又は 14mg/㎥とされている。こうした相

違が生じている理由は必ずしも明らかでは

ないとされる 73。 

作業環境測定について初めての法令上の

根拠となるのは、1960（昭和 35）年制定の

有機則（昭和 35・10・13労働省令第 24号）

である。有機則の施行通達（昭和 35・10・

31基発第 929号）では、こうした規則制定

の背景には、有機溶剤中毒、特に、ベンゼ
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ンを含有するゴムのりによる中毒が社会的

問題化したことがある（1．3．2 参照）。

有機則においては、作業環境測定の他、じ

ん肺法施行規則には盛り込まれなかった局

所排出装置や全体換気装置の設置義務も盛

り込まれた。また、規制対象については、

作業列挙方式がとられた。 

 

1．3．1．3 特別規則と安衛法の制定 

昭和 40年代になると、労働衛生管理とも

密接に関連を持つ公害問題が顕在化し、職

業がん等、有害物質による職業性疾病の認

定をめぐる争いも社会問題となるなかで（1．

3．2参照）、科学的基準策定の必要性が緊

急の課題となった。1967（昭和 42）年に鉛

則（昭和 42・3・6労働省令第 24 号）、1971

（昭和 46）年に特化則（昭和 46・4・28労

働省令第 11 号）が制定され、また、1963

（昭和 38）年には電離則の全面改正（昭和

38・12・28 労働省令第 21 号）がなされた

が、これらの特別規則においては、工場換

気、作業環境測定、特殊健康診断等の新し

い知見を導入し、「労働衛生の三管理」に

ついて規定が設けられた。このように、作

業環境測定については、各特別則（省令）

において根拠規定を有することとなったが、

明確な法律上の根拠に基づくものではなく、

強いて言えば使用者の危害防止措置につい

て定める労基法第 42 条（現安衛法 22 条に

相当）がこれに該当するという程度であっ

た。 

こうしたなかで、1972（昭和 47）年の安

衛法において本条が規定されることとなり、

作業環境測定に法律上の根拠が与えられた。

制定当時の本条では、現行法の下での本条

第 1 項に該当する内容のみが規定されてお

り、「有害な業務を行なう屋内作業場その

他の作業場で、政令で定めるもの」につい

て、「労働省令で定めるところにより」、

「空気環境その他の作業環境について必要

な測定をし、及びその結果を記録」するこ

とを事業者に義務付けていた。 

このことにより、従来は、測定結果が基

準値を充たしていない場合、理論的には労

基法 42条違反に該当しうる反面、測定を行

わなければ、違反はあり得ないという構造

となっていたのに対し、本条制定により、

測定自体が義務付けられるようになる一方、

測定の結果得られる数値は法違反の対象と

はならないこととなった 74。言い換えれば、

測定結果が悪かったとしても、そのこと自

体を取締の対象としないことにより、測定

結果を操作したり、測定をしないことによ

り悪い労働環境から目を逸らそうという事

業主の意欲を抑えつつ、作業環境測定自体

は罰則付きで履行を確保することにより、

測定結果を前提とした労働環境改善に向け

た行政指導を行うことを可能にしようとし

たものといえる。 

ところで、特化則においては規制対象と

なる化学物質（特定化学物質）が多種多様

であり、規制対象の作業を列挙することが

困難であったことから、対象となる化学物

質を列挙する方式が採用されている。その

背景には、1970年代にカリフォルニア大学

のブルース・Ｎ・エイムス（Bruce N. Ames）

教授（当時）により比較的簡易な変異原性

試験が開発されたことがある。変異原性は、

細胞に突然変異を与えたり、DNA や染色体

に異常を生じさせる性質を意味するが、多

くの発がん性物質は変異原性を有すること

から 75、この試験により、発がん性物質を
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特定することが容易になったといえる。ま

た、これに加えて、職業病が発症してから

規制対象とする後追い行政のあり方を改め

たいとの行政担当者の思いもあったとされ

る。なお、有害物質を包括的に規制すると

の考え方からは、有機則や鉛則を特化則に

統合することも考えられるところであるが、

全てを新たな規制方法によるとすると、現

場においてかえって混乱が生じることから、

既存の規制についてはそのまま生かすこと

とされた 76。このようにして、特化則は、

対象物質を列挙し、当該物質の気中濃度に

よる規制を導入することとなった。このこ

とは正確な作業環境測定の実施に対する要

請を増すこととなり、後述のように、昭和

50年代における作業環境測定法制定へと結

びついていく。 

また、特定化学物質の作業環境測定は従

前のような検知管のみで実施できるものは

少なく、空気中の微量な測定対象物質をサ

ンプリングし、化学分析しなければならな

いものが多くなった。そこで、規制対象物

質の作業環境測定手法を検討するため、

1970（昭和 45年）に「作業環境における有

害物の測定方法に関する研究会」が設置さ

れた。研究会では、特化則の測定対象物質

の作業環境測定指針について検討がなされ、

1972（昭和 47）年 7月に「特定化学物質に

係る作業環境測定指針」が公表された。1973

（昭和 48）年、同研究会は「作業環境測定

制度専門検討委員会」に改組され、同委員

会では各種の作業環境測定指針の作成を行

い、これらの成果を作業環境測定を実施す

る際の技術的な参考書の性格を持つ作業環

境測定ガイドブックとして再編、公表した。

これは、これらの指針が安衛法第 65条第 3

項にいう労働大臣が公表する指針と混同さ

れないようにとの考えに基づくものである。

なお、このときの作業環境測定ガイドブッ

クは、公益社団法人日本作業環境測定協会

が現在も発刊している『作業環境測定ガイ

ドブック』の元となっている 77。 

さらに、濃度規制方式では規制濃度の値

についても課題となったため、労働省は、

「特定化学物質等障害予防規則の規定に基

づき労働大臣が定める性能を定める件」（昭

和 46・4・28労働省告示第 57号）を特化則

の施行と同時に告示した。告示で示された

濃度は、局所排出装置周辺の空気を測定す

ることによって、局所排気装置の性能評価

を行おうとするものであり、一般の作業環

境濃度に対応するものではなかった 78。し

かし、その後、便宜的に「抑制濃度」と呼

ばれるようになり、気中濃度に対する規制

値であるような誤った受け取られ方をした

面もあった 79。 

 

1．3．1．4 作業環境測定法の制定 

特化則制定にあたり 1970（昭和 45）年に

設けられた「労働環境技術基準委員会」に

おいては、特化則の規制にあたり、測定が

必須条件となることから、作業環境測定の

適正かつ円滑な実施を担保する測定技士

（仮称）制度の創設についての提案がなさ

れていた。またこの頃、通商産業省におい

て、公害問題を背景として、計量法を改正

し、濃度の計量証明をする環境計量士制度

を創設する動きが開始された。しかし、公

害測定と作業環境測定とでは、デザイン、

サンプリングの手法が大きく異なっており、

作業環境測定におけるデザイン、サンプリ

ングの手法を熟知していなければ、分析の
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際にも適切な値を求めることは困難である

ことから、環境計量士とは別にデザイン、

サンプリング、分析を一貫して実施できる

資格の創設が求められることとなった。こ

うしたなかで、1973（昭和 48）年に、「作

業環境測定制度専門検討委員会」が設置さ

れ、同委員会の報告書「作業環境測定士制

度のあり方について」（1973（昭和 48）年

12 月 28 日）では、作業環境測定士制度や

作業環境測定機関の導入、作業環境測定方

法の統一化の必要性、作業環境評価やこれ

に基づく環境改善の必要性が示された。そ

の後、労働省と通商産業省の折衝を経て、

1974（昭和 49）年 4 月 2 日、第 72 回通常

国会に作業環境測定法案が提出され、衆議

院では全会一致で可決されたが、同時期に

提出された雇用保険法の制定をめぐる議論

等もあり、参議院では審議未了で廃案とな

った。1975（昭和 50）年 2 月 13 日に同法

案は再提出され、同年 4月 18日全会一致で

可決され、同年 5月 1日に公布されている。  

なお、国会審議においては、主に、単独

立法とすることや既存の制度との関係、作

業環境測定の適正性の担保についての質問

がなされた 80。単独立法とすることについ

ては、作業環境測定法の内容が技術的、手

続的事項を含んでいること、また、これに

関する条文が多数にわたっており、作業環

境測定というまとまった分野を含んでいる

こと、さらに、作業環境測定の重要性に対

する社会の認識を喚起するという点でメリ

ットがあること等が政府委員により説明さ

れている。また、衛生管理者や労働衛生コ

ンサルタント等既存の制度との関係性につ

いては、これらの者が併せて作業環境測定

士の資格を取得することは推奨されるべき

としつつ、作業環境測定士は、作業環境測

定に伴う特別な測定機器の操作技術やこれ

に関する知識、経験を要するものである点

で他とは異なることが確認されている。こ

の他、作業環境測定の適正性の担保に関し

ては、作業環境測定結果は事業場において

保存され、労働基準監督官による臨検監督

の際には測定結果もチェックされうること、

仮に作業環境測定士又は作業環境測定機関

が虚偽の測定結果を表示したことが明らか

になった場合には、登録を取り消されるこ

と等により担保されるとしている 81。 

作業環境測定士による測定を義務付ける

規定の施行は、1977（昭和 52）年 4 月 30

日とされたため、このときまでに作業環境

測定士と作業環境測定機関が十分な数存在

している必要があった 82。ところで、作業

環境測定法制定当時、労働安全衛生法に基

づく免許試験は、都道府県労働基準局（当

時）が行っていたが、ただでさえ前年に制

定された労働安全衛生法の定着のために苦

労しているなかで、地方局に新たに作業環

境測定士試験の事務を付加していくのは困

難であった。そこで、作業環境測定法にお

いては、試験の実施事務を厚生労働大臣が

指定する者に行わせることとした（作業環

境測定法第 20条第 1 項）83。当時、国家試

験の事務を民間の外部機関に委託する例は、

旅行業法や船舶職員法に基づき運輸大臣が

行うことになっている旅行業務取扱主任者

試験や小型船舶操縦士の資格試験などにお

いてみられるに留まっていたが、これらを

参考としつつ、制度が形作られた。労働省

関係の団体には国に代わってこのような作

業環境測定士試験の事務を代行できるよう

なところはなかったため、1976（昭和 51）
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年 4 月、新たに財団法人作業環境測定士試

験協会（1978（昭和 53）年 4月に財団法人

安全衛生技術試験協会に改称）が設立され

た 84。 

作業環境測定法の制定に併せて、同法の

附則により安衛法についても改正がなされ、

作業環境測定の結果が労働衛生管理に反映

されるようにするために、本条第 2 項乃至

第 5 項の定めが設けられている。また、こ

のときの改正により、「作業環境測定」と

は、「作業環境の実態をは握するため空気

環境その他の作業環境について行うデザイ

ン、サンプリング及び分析（解析を含む。）」

と定義されることが明らかにされた（安衛

法第 2 条第 4 号）。定義規定において、作

業環境測定の中に、サンプリングと分析だ

けでなく、作業環境についてのデザインが

含まれることが明確化されている。さらに、

本条第 1 項について、「空気環境その他の

作業環境について必要な測定をし」との文

言が「必要な作業環境測定を行い」に改め

られている。 

 

1．3．1．5 作業環境評価 

上記のとおり、1973（昭和 48）年の「作

業環境測定制度専門検討委員会」報告書で

は、作業環境測定結果の評価についても提

言がなされていた。また、この時期、国際

労働機関（ILO）においても、1974（昭和

49）年 6 月には「がん原性物質及びがん原

性因子による職業性障害の防止及び管理に

関する条約（職業がん条約）」（第 139号）

が採択されている（1976（昭和 51）年発効）。

さらに、国内では、六価クロム、塩化ビニ

ル等の新たな化学物質の採用により、職業

がん等の新たな疾病の発生がみられたこと

がある 85。こうしたなかで、1977（昭和 52）

年 7 月 1 日公布の安衛法改正により、「事

業者は、第 1 項又は前項の規定による作業

環境測定の結果、労働者の健康を保持する

ため必要があると認めるときは、施設又は

設備の設置又は整備、健康診断の実施その

他の適切な措置を講じなければならない」

とする規定（安衛法第 65条の 2第 1項の前

身、当時は安衛法第 65条第 6項に規定）が

設けられることとなった 86。その直後にあ

たる 1977（昭和 52）年 7 月 26 日に、日本

は職業がん条約を批准している。なお、ILO

では、同年 6月 20日に「空気汚染、騒音及

び振動に起因する作業環境における職業性

の危害からの労働者の保護に関する条約

（作業環境条約）」（第 148 号）も採択さ

れているが、日本は未批准である。 

ところで、本条第 1 項は、「労働者の健

康を保持するため必要があると認めると

き」に事業者に適切な措置を講じることを

義務付けている。ここでいう「必要がある

と認めるとき」に関し、行政上の判断基準

が必要になった。そこで、労働省は 1977（昭

和 52）年、「作業場の気中有害物質の濃度

管理基準に関する専門家会議」を設置、諮

問し、専門家会議は、作業環境測定から得

られた測定値の取扱いについて、1980（昭

和 55）年「作業場における気中有害物質の

規制のあり方に関する検討結果第一次報告

書」をまとめ答申した。 

安全衛生の分野では、量―影響、量―反

応（：同じ有害物質の濃度であれば、同じ

身体の反応が生じる）の概念に基づくばく

露限界の考え方が一般的であり、ばく露限

界の数値もばく露濃度との対比を前提とし

ている。アメリカ産業衛生専門官会議
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（ACGIH）は、1950（昭和 25）年、ほとん

ど全ての労働者が毎日繰り返しばく露され

ても、有害な影響を受けることはないと信

じられる条件を示すものとして有害物質の

濃度の TLV（Threshold Limit value）を示

しており、1970（昭和 45）年には、TLV 勧

告値がアメリカの全ての作業場に適用され

るようになっていた。日本産業衛生学会に

おいても、ACGIH の考えを取り入れ、1960

（昭和 35）年、労働者が連続ばく露する場

合でも、空気中濃度が当該濃度以下であれ

ば、ほとんど全ての労働者に悪影響が見ら

れない濃度としての許容濃度を勧告してい

た。1977（昭和 52）年に、ILO は各国で使

用されてきた「許容濃度」、「最大許容濃

度」、「閾値」等の概念を包括して「ばく

露限界」という呼び方に統一しており、TLV

も許容濃度もばく露限界のうちの 1 つと位

置付けられる 87。 

他方、安衛法第 65 条第 1項で義務付けら

れているのは、「作業環境管理の一環とし

ての場の測定」であって「個々の労働者の

ばく露濃度」ではない。そのため、ばく露

限界をそのまま使用することはできない。

そこで、第一次報告書では、「行政的規制

のための濃度」として、ばく露限界と区別

される「管理濃度」という概念を示すこと

とした。その際、作業環境空気中の有害物

質の濃度は時間的にも空間的にも変動する

ほか、大部分の測定の義務付けは年 2 回だ

けであることから、測定濃度と管理濃度と

を直接比較する方法では、安定した判断を

得ることは困難であるとし、管理区分の評

価に際しては統計的な考え方を取り入れる

こととした（2．2．2．2参照）。他方、管

理濃度の具体的な数値は挙げられなかった

が、一部を除きばく露限界の数値を利用す

ることが妥当であるとした。作業場の気中

有害濃度を示す平均作業環境濃度と 1 日 8

時間又は週 40 時間労働における労働者の

ばく露量を反映した時間過重平均ばく露濃

度は一致する場合もそうでない場合もある

が、広い範囲にわたって得られた平均作業

環境濃度とばく露濃度はよく対応している

ためである。また、A測定に加え、B測定を

実施すべきことも提言された。 

なお、ばく露限界には、時間加重平均で

示されているもの、瞬間といえども超えて

はならない天井値で示されているもの、そ

の双方で示されているものがあるが、天井

値を時間加重平均で除した値はほぼ 1.5 に

なることから、一方のみが示されているも

のについては、上記算式により他方を算出

し、A測定には時間加重平均を、B測定には

天井値を考察の基礎に置くことが提案され

ている。 

上記に挙げた第一次報告書の評価方法は、

その後作業環境測定機関等で試行され、労

働省安全衛生部環境改善室が作業環境測定

機関を対象に行ったアンケート調査では、

第一次報告書の基本的な考え方については

およそ 95％の支持が得られた。第一次報告

書の全文は日本作業環境測定協会の機関誌

「作業環境」別冊として公表され、作業環

境測定士等に周知され、浸透していった。

もっとも、第一次報告では、管理区分の決

定に必要な対象物質ごとの管理濃度の値が

与えられていなかった。労働省は、第一次

報告の考え方に従った評価方法に加え、対

象物質の管理濃度の値やそれぞれの管理区

分に応じて採るべき措置について示し、「作

業環境の評価に基づく作業環境管理の推進
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について」（昭和 59・2・13基発第 69号）

を通達した。なお、同通達において、「管

理濃度」は、学会等のばく露限界及び各国

のばく露の規制のための基準の動向を踏ま

えつつ、作業環境管理技術の実用可能性そ

の他作業環境管理に関する国際的動向等を

もとに、作業環境管理の目的に沿うよう行

政的な見地から設定したものと説明されて

いる。また、「管理濃度」は、作業環境管

理の良否を判断する際の管理区分を決定す

るための指標で、測定値を統計的に処理し

たものと対比すべきものであるから、個々

の労働者のばく露濃度との対比を予定する

日本産業衛生学会の「許容濃度」や ACGIH

の「TLV」等とは異なるとされる。なお、こ

うした「管理濃度」という考え方の原点は、

「塩化ビニル障害の予防について」（昭和

50・6・20 基発第 348 号）においてみられ

る（2．3．2参照）。 

1988（昭和 63）年に告示された作業環境

評価基準は、上記通達の内容を踏襲したも

のである。なお、第一次報告では、従来の

A測定だけでなく、B測定を追加すべきこと

も提案されており、これを受けて、同年 7

月、作業環境測定基準(告示)の改正が行わ

れている。 

1988（昭和 63）年を初年度とする「第 7

次労働災害防止計画」においては、作業環

境の測定、評価から作業環境の改善に至る

一貫した作業環境管理を推進することとさ

れていた。1988（昭和 63）年の安衛法改正

により、作業環境測定に基づく作業環境改

善にかかる規定は、現在の条文番号（法第

65 条の 2）になるとともに、「作業環境測

定の結果の評価に基づいて」、労働者の健

康を保持するために必要があると認められ

るときに、「労働省令（なお、平成 11年改

正以降は厚生労働省令）で定めるところに

より」適切な措置を講じなければならない

とされた。また、労働大臣（1999（平成 11）

年改正以降は厚生労働大臣）が客観的な測

定結果の評価基準を定めることとし、事業

者は当該基準に従って測定結果を適正に評

価し、適切な措置を講じなければならない

こととされ、「作業環境評価基準」が同時

に告示された。改正内容自体は上記の通達

で普及されているものであり、国会審議等

でも特に異論はなかった。同改正時まで、

第 7 章の標題は「健康管理」であり、作業

環境測定が作業環境管理の一環としてのも

のであるとの位置づけは必ずしも明文上明

らかではなかったが、標題が現行のものに

改められ、本条が規定されることで、作業

環境管理が健康管理より先次に実施される

べき措置であることとともに作業環境測定

が作業環境管理のためのものであることが

明らかになったといえる 88。 

 

1．3．1．6 記録のモデル様式の改正  

作業環境測定士や作業環境測定機関が作

業環境測定を実施した場合にはその結果を

事業者に報告することとなるが、当初その

報告様式は作業環境測定機関等に委ねられ

ていた。しかし、それでは作業環境測定と

その評価の品質確保が図れないことから、

労働省では、「作業環境測定の記録のモデ

ル様式について」（昭和 57・2・4 基発第

85号）を通達した。もっとも、このモデル

様式は、作業環境測定値の数字や評価のた

めの計算式をそのまま記載することになっ

ていたため、事業者が一読してもその職場

が良好であるか否かが分かりにくいものと
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なっていた。そこで、労働省は、事業場の

担当者が良く理解でき、作業環境の改善に

結びつけられるものにするべくモデル様式

を改正した（平成 8・2・20 基発第 72号）。

このときの改正では、測定条件の相違を踏

まえて、過去 4 年分の測定結果を記載する

こととしたほか、衛生委員会又は安全衛生

委員会又はこれに準ずる組織の意見、産業

医又は労働衛生コンサルタントの意見、作

業環境改善措置の内容等も記録することと

し、作業環境測定結果とその評価が作業環

境改善に有効活用されるようにした。その

後、モデル様式は、ホルムアルデヒドに係

る測定基準の改正に伴って一部改正されて

いる（平成 20・2・29基発第 0229003号）。 

 

1．3．1．7 個人サンプリング法の先行導

入 

1992（平成 4）年に国連環境開発会議

（UNCED）で採択された「アジェンダ 21」

には，国際的なリスクアセスメントの強化

が盛り込まれ、2002（平成 14）年には、持

続可能な開発に関する世界首脳会議（WSSD）

において、「科学的根拠に基づくリスク評

価・管理を用いて，化学物質が健康と環境

にもたらす著しい悪影響を最小化する」こ

とが目標として掲げられ、この目標を達成

するためのロードマップとして、国際的な

化学物質管理に関する戦略的なアプローチ

（SAICM）が取りまとめられた。上記のよう

な国際的な流れや国内においては、特別規

則による規制対象外物質による業務上疾病

が化学物質による業務上疾病の 4 分の 1 を

占めるといった状況の中で、リスクに基づ

く合理化学物質管理が求められるようにな

っていった。こうした中で、2010（平成 22）

年 7 月にまとめられた「職場における化学

物質管理の今後のあり方に関する検討会報

告書」においては、「リスクアセスメント

の結果に応じた合理的な化学物質管理の実

施を促進するため、リスクに応じた管理が

可能なものから規制の柔軟化及び性能要件

化を推進する必要がある」とし、個人サン

プラーによる測定の導入に向けた検討や作

業環境測定の評価結果の労働者への周知が

必要であることを提案した。個人サンプラ

ーによる測定の導入提案については、有害

物の発散が 1 日に数回しかなく、それ以外

は無視できるほどの低濃度となる工程が行

われている作業場や、有害物が発散する区

域に労働者は 1 日数回しか立ち入らず、そ

の外部には有害物が漏洩しない作業場など

については、本条に基づく測定では過度に

有害な作業場に評価されるおそれがある一

方、有害物の発散源に近接して行うような

作業等の場合については、A 測定及び B 測

定では作業環境中の濃度が過小に評価され

るおそれがあることなどが背景にある。こ

うした中で、化学物質に係るリスクアセス

メント等の実施手法について定めた「化学

物質等による危険性又は有害性等の調査等

に関する指針」（平成 27・9・18 指針公示

第 3 号）においては、作業管理の一手法と

して、個人サンプラーを用いた個人ばく露

測定が示された。2017（平成 29）年 10 月

末には、「個人サンプラーを活用した作業

環境管理のための専門家検討会」が設置さ

れ、2018（平成 30）年 11 月 6 日には報告

書が公表されている。なお、2018（平成 30）

年 2 月に策定された第 13 次労働災害防止

計画においても、「リスクアセスメントの

結果を踏まえた作業等の改善」の一つとし
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て、「作業環境測定の実施方法に個人サン

プラーによる測定方法を追加し、作業態様

に応じた測定・評価方法を選択できるよう

にする」と明記されていた。 

上記専門家検討会報告書では、個人サン

プラーによる測定方法を導入することは、

事業者において、リスクアセスメント及び

作業環境測定を、一括して実施することを

促進するものであり、将来的には広範な作

業場において個人サンプラーによる測定を

導入できるようにすることが望ましいとし

つつ、個人サンプラーによる測定を実施で

きる作業環境測定士の数は十分でないため、

追加的講習の実施等により、かかる作業環

境測定士の養成を図る期間、個人サンプラ

ーによる測定がその特性を特に発揮できる

作業において先行して部分的に導入するこ

とを提案した。すなわち、①発散源が作業

者とともに移動し、発散源と作業者との間

に測定点を置くことが困難な作業（溶接、

吹付け塗装など）や②有害性が高く管理濃

度が低い物質を取り扱うことにより、作業

者の動きにより呼吸域付近の評価結果がそ

の他の作業に比べて相対的に大きく変動す

ると考えられる作業については、A・B測定

の代わりに、個人サンプラーによる測定を

選択できるものとする。また、選択に当た

っては、作業環境測定士、産業医等を含む

安全衛生委員会又は衛生委員会での作業環

境測定結果の評価などに関する意見を踏ま

えるものとされた。なお、個人サンプラー

は、呼吸域における作業場の空気を測定す

る機器であるが、その際、測定の目的が、

①労働者の作業する環境中の気中濃度の把

握であれば「作業環境測定」であり、②個

人ばく露濃度の把握であれば「個人ばく露

測定」であると整理された。したがって、

同じデータを利用しつつ、評価を異にする

ことで、作業環境測定と個人ばく露測定を

同時に行うことも可能とされている。以上

のような専門家検討会報告書の内容につい

ては、省令改正（令和 2・1・27厚生労働省

令第 8号、令和 2・1・27厚生労働省告示第

1号）等により対応され、2021（令和 3）年

から施行されている。 

 

1．3．1．8 自律的管理型規制への移行 

 本条及び安衛法第 65条の 2に基づく作業

環境測定及び作業環境評価の対象となる物

質や管理濃度の設定は、科学的知見の進展

や新たな災害の発生により見直しがなされ

てきた（図表 1-20-1）。もっとも、本条及

び安衛法第 65条の 2の適用対象となる物質

はもちろん、化学物質管理の具体的内容に

ついて定める特別規則の対象物質も職場に

おいて用いられる 7 万種類の化学物質の中

で限定的な範囲を規制するものにすぎない

といえる。事実、化学物質による労働災害

のうち、特別規則の規制対象物質以外の物

質（規制外物質）による災害が 8 割を占め

るとされる。こうした中で、厚生労働省に

設置された「職場における化学物質等の管

理のあり方に関する検討会」が 2021（令和

3）年 7月 19日に公表した報告書において、

国が具体的措置を法令で定めることを基本

とする法令順守型の仕組みから、全ての危

険有害性がある化学物質について、リスク

アセスメントを行うことを事業者の義務と

し、事業者自らが選択した措置を行うこと

で労働者の健康障害防止を図る自律的管理

型の仕組みへの移行を目指すとしている 89。

また、同報告書では、特別規則について「自
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律的な管理の中に残すべき規定を除き、5

年後に廃止することを想定し、その時点で

十分に自律的な管理が定着していないと判

断される場合は、特化則等の規制の廃止を

見送り、さらにその 5 年後に改めて評価を

行うことが適当である」との見解を示して

いる。仮に同報告書の想定するような自律

的管理が定着するとすれば、本条及び安衛

法第 65条の 2に基づく作業環境管理の法的

枠組みも大きく変容し、作業環境測定・評

価もまた、自律的管理の一手段として位置

付けられることも考えられる。もっとも、

その見極めについては、慎重に行うことが

求められよう。 

 こうした自律的管理を促す観点から、適

切な化学物質管理を行ってきた事業場に対

する規制の柔軟化が提案されている。第一

に、過去 3 年間にわたり第一管理区分と認

められ、化学物質による労働災害が発生し

ておらず、特殊健康診断において新たな異

常所見も出ていないというケースにおいて、

専属の化学物質管理専門家が配置されてい

ることなどを要件に特別規則の適用を除外

することとしている。第二に、直近 3 回の

作業環境測定結果において第一管理区分と

認められ、特殊健康診断において新たな異

常所見がなく、直近の健康診断実施日から、

ばく露の程度に大きな影響を当てるような

作業内容の変更がない場合には、特殊健診

の実施頻度を 6 か月に 1 回ではなく、1 年

以内に 1 回とすることが許容されることと

している。 

 他方、前掲報告書ではまた、化学物質管

理について直ちに改善を要する第三管理区

分と評価された事業場に対する規制の強化

を提案している。背景には、特化則や有機

則等により作業環境測定の実施が義務付け

られている事業場のうち、第三管理区分と

評価された事業場の割合が増加傾向にある

こと、他方で、管理濃度が引き下げられる

などする中で（図表 1-20-2）90、従来の設

備のままで作業環境の改善をし、管理濃度

の遵守をすることが現実に困難な場合があ

ることなどがある。第三管理区分と評価さ

れた事業場のうち、作業環境管理の専門家

により改善が困難と判断された場合につい

て、個人サンプラーによる測定とばく露濃

度を一定基準以下とするために呼吸用保護

具を選択・使用させるなどの措置を新たに

事業者に義務付けることを提案した。以上

の点については、特別規則の廃止の点を除

き、省令改正（令和 4・5・31厚生労働省令

第 91号）等により対応がなされており、順

次施行が予定されている。 

 

1．3．2 背景になった災害等 

1972（昭和 47）年安衛法制定に向けて開

催された 1971（昭和 46）年 7月 13日の「労

働基準法研究会第 3小委員会報告」（座長：

石井照久）においては、業務上疾病のうち、

化学的障害によるものが目立ってきている

こと、特に有機溶剤による中毒の増加が注

目されること、また、新たな機械や化学物

質の採用により、新たな疾病が増加してい

ることが指摘されている。本条は、上述の

とおり、広範な有害業務を対象として、そ

の作業環境の改善を図る過程を経て設けら

れたものであるが、以下では、同報告書に

おいて指摘されており、かつ、有機則制定

の背景にも存在していた有機溶剤中毒をま

ず取り上げる 91。その上で、公害問題と労

働衛生管理の関連性を示す六価クロム中毒
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92、四エチル鉛中毒 93を取り上げる。 

 

1．3．2．1 有機溶剤中毒 

 1957（昭和 32）年、ポリエチレンビニル

印刷物加工（ニスびき）工場で作業者が貧

血症状を起こした。印刷物インキの中にベ

ンゼンが含まれていることが明らかとなり、

作業環境改善の行政指導を受けたが、加工

過程で発生するベンゼン蒸気を局所排出装

置で吸引すると製品に皺が寄るなどの事情

により、十分な予防対策はなされなかった。 

1958（昭和 33）年、オードリー・ヘップバ

ーン主演の映画がきっかけとなり流行した

ヘップサンダルを製造していた家内労働者

にベンゼン中毒による再生不良性貧血が多

発し、翌年には死亡者が発生した。サンダ

ルの裏底を接着するゴムのりに有害性の高

いベンゼン（ベンゾール）が含有されてお

り、家内労働者は、締め切った狭い部屋の

中で高濃度のベンゼン蒸気を毎日吸い続け

ていた。なお、1958（昭和 33）年 11 月に

はベンゼンの中毒予防のための抑制目標を

25ppm以下（1178 通達では 100ppm）とする

予防対策及び実態把握のための監督指導が

されていたが、室内の濃度は 400～500ppm

にまで達していた。 

労働省はこの事態を重くみて、労災認定

基準として、「労働基準法施行規則第 35条

第 27号に掲げる疾病のうち『ニトロベンゼ

ン』、『クロールニトロベンゼン』及び『ア

ニリン』に因る中毒の認定について」(昭和

34年 8月 20 日付け基発第 576 号)を発出し

たほか、1959（昭和 34）年 11 月にベンゼ

ンを含有するゴムのりを労基法第 48 条の

有害物に指定し、これの製造、販売、輸入、

使用を禁止する省令を公布した 94。他方、

労働省は、代替溶剤としてトルエンへの切

り替えを誘導したが、その後、トルエンに

よる中毒症状が新たに問題となった 95。こ

のことは、ベンゼン等 51種類を規制対象と

する有機則制定の背景にもなっている。 

 1960年代に入ると、石油へのエネルギー

転換に伴い、石油精製過程でノルマルヘキ

サンが大量生産されるようになり、ベンゼ

ンに代わって用いられるようになったが、

多発神経症や末しょう神経障害を発症する

ケースがみられるようになっていた 96。例

えば、1963（昭和 38）年には、名古屋など

のポリエチレン印刷加工（ラミネート加工）

職場や製薬会社などでノルマルヘキサン中

毒が発生し始めた 97。さらに、1964（昭和

39）年には、三重県桑名市のビニールサン

ダル製造業者においてノルマルヘキサン大

量中毒が発生している。 

この他、ノルマルヘキサンの吸引による

多発神経炎への罹患が問題となった例とし

ては、みくに工業事件・長野地判平成 3・3・

7労判588号64頁がある。このケースでは、

原告を含む従業員が多発神経炎に罹患した

ことが主たる誘因となって、下請企業は事

実上倒産しているため、元請企業に対する

請求がなされている。元請企業は、ノルマ

ルヘキサンを使用する腕時計針の印刷業務

を発注するに際し、これまで同業務を受注

してこなかった下請企業に対して、業務の

作業手順を研修指導したが、ノルマルヘキ

サンの有毒性について認識しておらず、使

用有機溶剤の取扱上の注意事項や人体に対

する影響については指導してこなかった。

そのため、下請企業も印刷作業台毎に設け

るべき局所排気装置を全く設置せず、気積

は、1人につき 5.94㎥しか確保しないなど
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本来必要とされる 10 ㎥を充たさず、特殊健

診を受診させることや作業環境測定も行わ

なかった。 

裁判所は、ノルマルヘキサンの有害性及

びその対策の必要性について十分認識し、

本件印刷業務に従事する下請企業の従業員

が中毒症状を起こすことのないよう、下請

企業に対し、作業環境測定の実施とその結

果の記録の他、局所排気装置の設置や十分

な気積の確保、特殊健診の実施、有機溶剤

作業主任者の選任等の措置を講ずるように

指示ないし指導をなすべき注意義務を負っ

ていたとして、元請企業の不法行為責任（民

法第 709 条）を肯定している。同事案は、

いわゆる構内下請けの事案ではないが、元

請企業が、自社工場内で下請企業従業員に

対し、業務の作業手順を研修指導している

こと、元請企業の担当者は、発注後約 1 か

月は毎日、その後は週 1～2日程度、日程管

理・品質管理の指導のために、下請企業に

赴いていること、元請企業が下請企業に対

し、印刷業務に必要な機械器具等を無償貸

与し、ノルマルヘキサンを含む有機溶剤を

支給したこと、元請企業が 18年間にわたり

腕時計針の印刷業務を遂行してきたのに対

し、下請企業はそのときまで当該業務は勿

論、第二種有機溶剤を使用する業務を行っ

た経験がないこと等を踏まえ、元請企業と

下請企業が、委託業務につき、「実質的な

使用関係にあるものと同視し得る関係」に

あったとして、元請企業の責任を肯定して

いる。 

 

1．3．2．2 六価クロム 

 金属防錆処理剤として使用される六価ク

ロムには、自己修復機能やコストの面での

メリットがあるものの 0.5～1 グラムで致

死量となり、皮膚や粘膜に付着すると皮膚

炎や腫瘍になるほか、粉じんを吸い込むと

鼻中隔穿孔を引き起こすという特徴を持つ。

また、発がん性物質であり、肺がんや消化

器系がんの原因ともなりうるものである。 

 昭和 40 年代後半から 50 年代前半にかけ

て、日本化学工業株式会社小松川工場から

排出された大量の六価クロム鉱さい（スラ

グともいい、高炉、電炉などで鉱石から金

属を製錬する際などに発生する不純物で、

鉱石母岩の鉱物成分などを含む）による土

壌汚染が江東区大島地区等や江戸川区内で

確認されて大きな社会問題となった。江東

区は、1973（昭和 46）年に日本化学工業グ

ランド跡地に野積みされていたクロム鉱さ

いから六価クロムが検出されたことを受け、

同社や東京都に対して対策を要請した。な

お、1971 年（昭和 46）における小松川工場

の調査では、従業員 461人のうち 62人に鼻

中隔穿孔が認められたほか、肺がんなどで

50人以上の犠牲者が出ていた。これに先立

つ 1957（昭和 32）年には、国立公衆衛生院

が小松川南工場を調査し、環境改善措置の

勧告をしたにもかかわらず、現実には、一

向に作業環境が改善されなかったために、

障害の発症に至ったものである。戦前から

クロム職場の労働者は、「鼻に穴があかな

ければ一人前の工員といえない」などと上

司から言われて、右障害の発生を当然視し

ていた。 

地域住民からは六価クロムの処理に公費

が支出されたことを理由として、会社に対

し処理費返還請求がなされたが、時効の問

題もあり和解となっている。他方、職業病

を理由とする損害賠償請求訴訟（日本化学
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工業事件・東京地判昭和 56・9・28判時 1017

号 34頁）においては、労働者 102 人に対し

合計 10 億 5000 万円の賠償金の支払いが命

じられた。同事件において、被告会社は 1178

通達においてクロムについては、1 ㎥あた

り 0.5mg という基準が定められていたこと

を主張したが、裁判所は、ACGIH が示した

許容濃度は 0.1mg であったこと、昭和 32年

当時、既に労働衛生学会及びクロム取扱企

業においては、英米各国で 0.1ｍｇ／㎥の

環境基準を採択していることは周知の事実

であったことなどを踏まえ、被告会社にお

いて、当時の行政上の取扱い基準を遵守し

ておればよい、と考えていたとすれば、認

識不足も甚だしいと判示するとともに、こ

うした主張自体、被告会社が劣悪な作業環

境を放置していたことを窺わせるものであ

るとした。この判決からは、技術の進歩や

研究の進展により更新される安全衛生領域

の知見が広く共有されている場合には、後

手に回らざるを得ない行政上の基準よりも

優先することが伺われる。 

なお、東京都では、1975（昭和 50）年 9

月に設置した「六価クロムによる土壌汚染

対策専門委員会」が 1977（昭和 52）年 10

月にした報告を受けて基本方針を決定し、

日本化学工業に対し恒久処理の実施を要請

している。また、東京都は日本化学工業と

協議を重ね、1979（昭和 54）年 3月に「鉱

さい土壌の処理等に関する協定」を締結し、

1980（昭和 55）年から都の指導のもとに、

日本化学工業の費用と責任において恒久処

理事業が進められ、2000（平成 12）年 5月

に処理は完了している。ただし、東京都は

その後も毎年、江東区と江戸川区内の処理

地で、定期的に大気（9地点）と水質（5地

点）について六価クロム等のモニタリング

調査を行っているほか、区民からの健康相

談に応じている 98。 

 

1．3．2．3 四エチル鉛中毒 

 四エチル鉛とは、ガソリンエンジンのノ

ッキング（異常燃焼）を防止するために、

ガソリンに添加される化合物をいう。わが

国初の四エチル鉛中毒例は、1937（昭和 12）

年、日本石油精製横浜製油所において、石

油会社の工員（32歳）が、大ドラム缶から

小ドラム缶に小分け作業をする際に、忙し

さと暑さを理由に防毒マスクを着けず、四

エチル鉛を手や衣類に着けたまま帰宅した

ため、幻視・幻聴を起こしたというもので

ある 99。 

第二次世界大戦後、GHQ は石油精製事業

場の再開許可の前提として、猛毒性のある

四エチル鉛対策を求めたことから、1951（昭

和 26）年 5 月に四エチル鉛則が制定され、

四エチル鉛をガソリンに混入する作業従事

者の疾病予防が行われていた。 

1958（昭和 33）年 7月に横浜市小柴にあ

る航空機用石油貯蔵タンクの清掃作業をし

ていた者 29 名が四エチル鉛中毒様の症状

を呈し、うち 8 名が死亡した。タンク内に

堆積していたスラッジ（汚泥）に含有され

ていた四エチル鉛によるものであった。 

1960（昭和 35）年 3月の四エチル鉛危害

予防規則改正では、これを受けて、石油タ

ンク内における健康障害予防措置について

規定した。その後、四エチル鉛危害予防規

則は、同年 5 月 1 日に四メチル鉛を規制対

象に含めることとし、四エチル鉛等危害予

防規則に改称された。 

1967（昭和 42）年 9 月 21 日、サンフラ
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ンシスコから横浜に向かう途中の日本郵船

ぼすとん丸（9214 トン）において、高いう

ねりによりラッシング（貨物を固縛するベ

ルト）が切られ、甲板上に積まれていた 38

本の四エチル鉛入りドラム缶がころげ回り、

船体と衝突してエアパイプを破損した。ド

ラム缶内の四エチル鉛は甲板に広がるほか、

パイプから燃料タンク、船倉へと流れこみ、

10月 16日から 19日にかけて船倉と燃料タ

ンクを清掃した労働者の中から、死者 8 名

及び中毒者 20名を出した。なお、事件 2週

間後の兵庫労基局調べでは、タンク内の鉛

量は 15～20 ㎎/㎥で許容量の 200 倍以上と

なっていたとされる 100。 

1968（昭和 43）年 3月 28日の改正では、

四エチル鉛、四メチル鉛のほか、一メチル・

三エチル鉛、二メチル・二エチル鉛、三メ

チル・一エチル鉛を含むアンチノック材を

四アルキル鉛と呼び、規制対象とする形で

四アルキル鉛中毒予防規則に改称されたが、

その際、四エチル鉛を入れたドラム缶取扱

い業務の規制や加鉛ガソリンを内燃機関以

外の用途に使用する場合の中毒予防措置に

ついて規制された。その後、1970（昭和 45）

年頃、新宿区柳町交差点付近で排気ガス中

の鉛による大気汚染が社会問題化したこと

から、ガソリンは無鉛化されるに至ってい

る。ただし、無鉛化対策の結果、別の方法

によりノッキングを起こりにくくする（オ

クタン値を高める）必要が生じ、芳香族化

合物の混入量を増加させたため、これによ

り新たな問題が発生することとなった 101。 

また、1974（昭和 49）年 12 月 9 日、厚

木航空基地で航空燃料タンクの清掃作業を

していた日本人従業員 2 名が四エチル鉛中

毒に罹患し内 1名が幻覚、興奮状態の末に、

意識朦朧状態となり 18日後に死亡、他の 1

名は入院 2 か月後に退院するという事件が

発生している 102。 

 

1．4 関係判例 

内外ゴム事件・神戸地判平成 2・12・27

労判 596号 69頁は、業務中の有機溶剤ばく

露により有機溶剤中毒症状に罹患したとし

て使用者の安全配慮義務違反が問われた事

案につき、労働安全衛生法・同規則・有機

溶剤中毒予防規則に定める使用者の国に対

する公法上の義務は、使用者の被用者に対

する私法上の安全配慮義務の内容ともなり

得ると解するのが相当であるとし、有機則

第 28 条に基づく必要な作業環境測定を行

うこと及びその結果を記録することについ

てもこの義務に含まれると判示している。 

有機溶剤を取り扱う業務については、6

か月以内毎に 1 回、定期的に有機溶剤の濃

度を測定し、測定に基づく結果の評価を行

ない、それに基づいて、作業方法の改善、

その他作業環境を改善するための必要な措

置を講ずる必要があり（安衛法第 65条、同

法施行令第 21 条、有機規則第 28 条）、同

測定は、作業場所について垂直方向及び水

平方向にそれぞれ三点以上の測定地点で行

わなければならないとされている。 

しかし、本件において、被告会社は、環

境測定を行っており、その結果はいずれも、

単一の有機溶剤に限ってみる限り許容濃度

の範囲内の数値を示しているものの、環境

測定に際して、①定点測定であるにもかか

わらず、測定点の位置や作業場の大きさを

明らかにしていないこと、また、②有機溶

剤の発生場所において作業をしている者の

ばく露濃度を正確に調べるためには、個人

－1581－



分担研究報告書（石﨑由希子） 

50 

 

サンプラーを用い、単位作業毎に作業位置

の気中濃度を測定して、ばく露時間との関

係から平均ばく露濃度を測定する必要があ

るところ、被告会社はこれを怠っているこ

と、③相加作用を有するいくつかの有機溶

剤が混在する場合のばく露評価がなされて

いないことの認定がされており、こうした

点を踏まえた上で安全配慮義務違反が認定

されている。同判決からは、適切に作業環

境測定を実施したことを客観性に担保する

必要があることの他、形式的に作業環境測

定基準に即した測定を行うだけでは安全配

慮義務を果たしたことにならないこと、ま

た、安全配慮義務の具体的内容としては、

本条において求められる作業環境測定基準

に則した作業環境測定の実施だけでなく、

具体的事情の下で広い意味での作業環境測

定（本件では個人サンプラーによる平均ば

く露濃度の測定）の実施が求められている

ことが示唆される。すなわち、本条及び本

条が要請する作業環境測定基準に基づく作

業環境測定の実施は安全配慮義務違反の一

内容として参酌されうるが、安全配慮義務

の内容はこれに留まるものではないといえ

る 103。 

 

1．5 適用の実際 

1．5．1 定期監督における法違反状況・送

検件数 

 「労働基準監督年報」によれば、定期監

督における本条に基づく作業環境測定実施

義務違反の状況は下記のとおりである。年

によってかなり異なるが、ここ 10 年は

2,000 件前後～4,000 件程度で推移してい

ることがうかがわれる。 

  定期監督

等実施事

業場数 

同違反事

業場数 

65 条違反 

1999 

（平成 11） 

146160 87285 1818 

2002 

（平成 14） 

131878 82744 1452 

2011 

（平成 23） 

132829 89586 1561 

2012 

（平成 24） 

134295 91796 2051 

2013 

（平成 25） 

140499 95550 2404 

2014 

（平成 26） 

129881 90151 3544 

2015 

（平成 27） 

133116 92034 4014 

2016 

（平成 28） 

134617 89972 3881 

2017 

（平成 29） 

135785 92695 3305 

2018 

（平成 30） 

136281 93008 2855 

2019 

（平成 31） 

134981 95764 2176 

2020 

（令和 2） 

116317 80335 1899 

森山誠也氏が集計した資料を基に作成 

 

 なお、「令和 2年度労働基準監督年報（第

73回）」によれば、本条に紐づく特別規則

等省令違反の状況は下記のとおりであり、

有機則違反の割合が著しく高く、次いで特

化則違反の割合が高いことがうかがわれる。 

安衛則 53 

有機則 1241 
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鉛則 2 

特化則 829 

石綿則  

電離則 1 

酸欠則 98 

事務所則 1 

粉じん則 314 

 

 他方、測定義務違反が直ちに労働者の生

命・身体に対して影響を及ぼさないためか、

送検事件件数は少ない（なお、1 つの事件

で複数の被疑条文がある場合、主たる被疑

条文のみ集計されている）。 

  総計 65 条違反 

1999（平成 11） 784 2 

2002（平成 14） 667 2 

2011（平成 23） 542   

2012（平成 24） 614 1 

2013（平成 25） 560 1 

2014（平成 26） 628   

2015（平成 27） 550 1 

2016（平成 28） 497   

2017（平成 29） 474 2 

2018（平成 30） 529   

2019（平成 31） 469 1 

2020（令和 2） 505 1 

森山誠也氏が集計した資料を基に作成 

 

1．5．2 労働基準関係法令違反に係る公表

事案 

 厚生労働省労働基準局監督課が各都道府

県労働局が公表した際の内容を集約した

「労働基準関係法令違反に係る公表事案」

（2020（令和 2）年１月～同年 12 月 31 日

公表分）（2021（令和 3）年 1月 29日掲載）

によれば、本条違反による送検事例は 1 件

であり、「建設現場の地下ピット内で作業

を開始する前に、ピット内の酸素濃度を測

定しなかった」事案が本条及び酸欠則第 3

条違反で送検されたことが明らかとなって

いる（和歌山労働局）。酸素濃度の測定を

怠ることは、労働者の命の危険に直結する

ものであり、その重大性から送検に至った

と解される（なお、本条に関する適用の実

際については、2．4も参照）。 

1．5．3 監督の実際 

 監督実務の経験者によれば 104、作業環境

測定の実施それ自体の有無の確認を目的と

して監督が行われることは稀であり、通常

は、各監督署が定めた年間の監督計画に基

づき実施される定期監督や労働災害が発生

した事業場において、災害原因調査・再発

防止の目的で行われる臨検監督の際に、局

所排気装置の設置状況、作業主任者の選任、

表示・掲示の有無・状況、健康診断の実施

等、労働衛生管理の状況全般にわたって調

査・確認がなされる中で、作業環境測定の

実施状況についても確認がなされる。なお、

死亡災害の場合、災害調査と呼ばれる緊急

の臨検監督が行われるが、重大な法違反が

認められる場合には、労働安全衛生法違反

被疑事件として、刑事訴訟法に基づく捜査

手続に移行することになる。 

 作業環境測定の実施の有無の確認という

点で、監督機関側が特に注目しているのは、

指定作業場における作業環境測定である。

作業環境測定が作業環境測定機関により実

施されているケースでは、作業環境測定結

果については信頼の置けるものとみられて

いる。 

酸素欠乏危険場所における測定の有無の

確認は、測定が適切に行われなければ、労
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働者の命に直結することもあり、重要視さ

れている。具体的には、測定結果が記載さ

れた記録表の確認の他、酸欠作業主任者が

測定しているか、当日その酸欠作業主任者

が現場に居るか、測定器具が備えられ利用

できるようになっているか等が確認される。 

指定作業場・酸素欠乏危険場所以外の作

業環境測定については、それほど重視され

ておらず、測定基準に従って定期的に測定

しているところは少数であるものの、是正

勧告はあまりされていない。これは、状況

の変化があまり想定されにくいことや健康

障害に直ちに繋がるものではないとの考え

からくるものといえる 105。 

 

2 第 65 条の 2 

2．1 条文 

 

2．2 趣旨及び内容 

2．2．1 趣旨 

作業環境測定は、良好な作業環境を実施

するために実現するものであることから、

単に作業環境測定を実施するだけでは意味

はなく、作業環境の結果、当該作業場にお

いて十分な作業環境管理が行われていない

と判断される場合には、原因を究明した上

で、設備、作業方法の改善等の必要な措置

が講じられることが必要である 106。こうし

たことから、本条は、前条による作業環境

測定の結果の評価及びその評価に基づく適

切な事後措置の実施について定めたもので

ある。また、適切な作業環境管理を行うた

めには、測定結果を客観的な基準に基づい

て適正に評価する必要があることから、事

業者は、厚生労働大臣の定める作業環境評

価基準（昭和 63 年労働省告示第 79 号）に

従って作業環境測定の結果の評価を行わな

ければならず、評価日時、評価箇所、評価

結果、評価を実施した者の氏名を記録し、

保存しなければならない（本条第 2 項、第

3 項、第 103 条第 1 項）。なお、本条第 1

項の「労働者の健康を保持するため必要が

あると認められるとき」に該当するか否か

は、作業環境評価基準に従った作業環境測

定結果の評価により定まるものである（昭

和 63・9・16 基発第 601 号の 1）。本条違

反に対する罰則の規定はない。 

 

2．2．2 内容 

2．2．2．1 対象作業場 

 評価対象となる作業場は図表 1-9 のとお

りである（作業環境評価基準第 1 条）。非

密封の放射性物質取扱作業室、事故由来廃

棄物等取扱施設については、作業環境測定

第六十五条の二  事業者は、前条第一項

又は第五項の規定による作業環境測定の

結果の評価に基づいて、労働者の健康を

保持するため必要があると認められると

きは、厚生労働省令で定めるところによ

り、施設又は設備の設置又は整備、健康

診断の実施その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

２  事業者は、前項の評価を行うに当た

つては、厚生労働省令で定めるところに

より、厚生労働大臣の定める作業環境評

価基準に従つて行わなければならない。 

３  事業者は、前項の規定による作業環

境測定の結果の評価を行つたときは、厚

生労働省令で定めるところにより、その

結果を記録しておかなければならない。 

－1584－



分担研究報告書（石﨑由希子） 

53 

 

士による放射線の濃度の測定が義務付けら

れているが、等間隔で無作為に抽出した複

数の測定点の平均的濃度を算出する A 測定

の考え方はとられておらず、以下で述べる

作業環境評価基準に基づく評価は義務付け

られていない（この点につき、1.2.2.3.2.6

参照）。 

①土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉

じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生

労働省令で定めるもの（安衛法施行令第 21

条第 1号）、 

②一定の特定化学物質を製造し、若しく

は取り扱う屋内作業場（安衛法施行令第 21

条第 7号） 

③鉛業務のうち一定のものを行う屋内作

業場（安衛法施行令第 21条第 8号）。 

④有機溶剤のうち、一定のものを製造し、

又は取り扱う屋内作業場（安衛法施行令第

21条第 10号）。 

 なお、②に関して、作業環境測定の対象

となっている特定化学物質のうち一定の物

質については作業環境評価基準に基づく作

業環境評価の対象外となる。対象外となっ

ているのは、①第 1 類物質（7 種類）のう

ち、ジクロルベンジン及びその塩、アルフ

ア－ナフチルアミン及びその塩、オルト－

トリジン及びその塩、ジアニシジン及びそ

の塩（反対に、塩素化ビフエニル・ベリリ

ウム及びその化合物・ベンゾトリクロリド

の 3 種類は評価の対象となる）、②特定第

2 類物質のうち、クロロメチルメチルエー

テル・パラーメチルアミノアゾベンゼン、

③オーラミン等、④管理第 2類物質のうち、

インジウム化合物である（特化則第 36条の

2 第 1 項）。これらの物質については、管

理濃度の検討会等での検討の結果、管理濃

度の設定が困難であることから、作業環境

評価の対象外とされているものである。ま

た、インジウム化合物については、わずか

な濃度で発がんのおそれがある一方、作業

環境管理対策のみでは環境中濃度の低減が

困難であり、保護具使用を前提とした規制

としているため管理濃度が設定されていな

いということもある 107。 

 

2．2．2．2 作業環境評価基準 

 作業環境測定の結果の評価方法は作業環

境評価基準（労働省告示第 79号）において

定められる。作業環境測定結果の評価は、

単位作業場所について、測定値を統計処理

して評価値を算出し、これと測定対象物質

ごとに定められている管理濃度とを比較し

て行う。 

2．2．2．2．1 管理濃度 

 作業環境測定の空気中における有害物質

の濃度は一般に低濃度であるため、測定値

は、空気 100 万体積中に有害物質がどれだ

けの体積を占めるかを示す ppm（parts per 

million）または単位体積空気中に存在する

有害物質の質量（㎎/㎥）で示される。「気

体の種類によらず、同じ温度・同じ圧力に

おいて、同じ体積の気体の中には同じ数の

分子が含まれる（＝同じ数の分子の気体は

同じ体積である」（アボガドロの法則）が、

ここでいう「同じ数」は 1 モル（6.0×1023

個）と定義されており、ガス又は蒸気の１

モルの体積は、常温（25℃）・常圧（1 気

圧 1013hPa）において通常 24.47ℓとなる。

そこで、ある気体の物質量（mol）が分かれ

ば、常温・常圧下における気体の体積が算

出できることになる。すなわち、サンプリ

ングした有害物質の物質量（mol）が分かれ
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ば、これに 24.47ℓを乗じたものを吸引試料

空気量の体積（一定時間あたりの吸引量×

時間数）で割ることで、気中有害物質の体

積（ppm）を算出することができる。また、

物質量（mol）に物質ごとに異なる分子量 M

（g/mol）を乗じれば、質量（g）を算出す

ることができるが、反対に、質量（g）を分

子量 M（g/mol）で徐せば、物質量が明らか

になるため、これに 24.47ℓを乗じ、これを

吸引試料空気量の体積で徐せば、同様に気

中有害物質の体積を算出することができる

（ppm と mg/㎥の換算式は、ppm＝㎎/㎥×

24.47／Mとなる）108。 

管理濃度とは、作業環境評価のために用

いられる行政的規制のための濃度であり、

ばく露限界とは異なる。例えば、ばく露限

界は 1 日 8 時間の平均濃度に対する値とし

て設定されるのに対し、管理濃度には時間

の概念は入っていない。作業環境管理にお

いては、短い時間であっても、濃度が高い

状態があれば対策が必要であるという考え

方がとられているためである 109。管理濃度

の数値の設定に際しては、学会等の示すば

く露限界及び各国のばく露の規制のための

基準の動向は参照されているが、その時点

における作業環境管理技術による測定や作

業環境改善の可能性、国際的な動向なども

踏まえて設定されている（昭和 63・9・16

基発第 605 号、2．3．2 参照）。なお、有

害物質の作用が迅速で、瞬間といえども超

えてはならない濃度（天井値）が設定され

ている物質については、測定日以外のとき

も天井値を超える確率を小さくするため、

測定値の平均値と同時に変動の大きさを併

せて考慮した基準となっている 110。 

2．2．2．2．2 作業環境評価の方法 

作業環境測定の評価結果は、第 1 評価値

と第 2 評価値という 2 つの値を管理濃度と

比較して、作業環境管理が適切であると判

断される第 1 管理区分、作業環境管理にな

お改善の余地がある場合である第 2 管理区

分、作業環境管理が適切でないと判断され

る状態である第 3 管理区分という 3 つの管

理区分で表される（作業環境評価基準第 2

条、昭和 63・9・16基発第 605号）。 

A 測定のみ実施する場合、考えられるす

べての測定点の作業時間における気中有害

物質の濃度の実現値（実際に測定された値）

のうち、高濃度側から 5％に相当する濃度

（第 1 評価値）が管理濃度にみたない場合

が第 1 管理区分、第 1 評価値は管理濃度以

上であるが、気中有害物質の平均濃度（第

2評価値）は管理濃度以下である場合が第 2

管理区分、平均濃度（第 2 評価値）が管理

濃度を超える場合が第 3 管理区分である。

また、A 測定及び B 測定を行う場合には、

下記により管理区分が決定される。 

 

管理 

区分 

評価値又は B 測定の測定値と管理濃

度との比較結果 

第 1 

管理 

区分 

第 1 評価値及び B 測定の測定値が管

理濃度に満たない場合 

第 2 

管理 

区分 

第 2 評価値が管理濃度以下であり、

かつ、B 測定の測定値が管理濃度の

1.5 倍以下である場合 

第 3 

管理 

区分 

第 2 評価値が管理濃度を超える場合

又は B 測定の測定値が管理濃度の

1.5 倍を超える場合 

 

それぞれの意味するところは次のとおり
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となる 111。 

第 1 評価値とは、単位作業場所において

考えうるすべての測定点の作業時間におけ

る環境空気中有害物質の濃度実現値のうち、

高濃度側から 5％に相当する濃度の推定値

である。したがって、第 1 評価値が管理濃

度より低いという場合（第 1 管理水準を上

回る場合）、当該単位作業場所の中の環境

空気中の有害物質の濃度の 95％が管理濃度

を下回る状態と推定されることになる。言

い換えれば、第 1 管理区分にあたる作業場

で働く労働者のうち、管理濃度を上回るば

く露を受ける労働者が 5％以下になるであ

ろうことを意味する。第 2 評価値は、単位

作業場所における環境空気中の有害物質の

算術平均値の推定値である。したがって、

第 2 評価値と管理濃度が一致する場合（第

2 管理水準）、その単位作業場所の中に考

えられるすべての測定点の濃度の平均値が

管理濃度と等しいということになり、半数

程度の労働者のばく露は管理濃度を下回る

が、半数程度の労働者は管理濃度を超える

ばく露を受けるであろうことを意味する。

第 2 評価値が管理濃度を超える場合（第 2

管理水準を下回る場合）、半数以上の労働

者が管理濃度を超えるばく露を受けること

になるであろうことを意味するものである。 

第 1評価値である EA1の対数（logEA1）は

logM+1.645logσで表され、第 2評価値であ

る EA2 の対数（logEA2）は logM+1.151log²

σで表される 112。ここで、M は幾何平均、

σは幾何標準偏差を意味する。 

連続する 2 作業日に測定が行われた場合、

評価値は、下記の算定式により計算される

（作業環境評価基準第 3条第 2項）。 

 

 

1 作業日のみ測定が行われた場合は、下

記の算定式による（作業環境評価基準第 3

条第 1項）。 

 

 

測定値を単純平均するのではなく、平

均・標準偏差をそれぞれ対数化した幾何平

均・幾何標準偏差が用いられる理由として

は以下の点が指摘されている 113。 

まず、標準偏差（ばらつき）も考慮する

背景には、気中有害物質の濃度の分布が場

所的にも時間的にも変動しているという事

情がある（図表 2-1）。こうした中で単純

平均した測定値のみに着目すると、平均濃

度は低いが、変動が大きく、著しく濃度が

高い場所・時間の存在を見過ごすことにな

る。そのため、作業環境評価に際して、平

均濃度だけでなく、標準偏差（ばらつき）

も考慮する必要があるといえる。 

次に、標準偏差を対数化し、幾何標準偏

差を用いる理由について述べる。上述のと

おり、有害物質の濃度は時間的・空間的に

変動するが、これにより、濃度の分布は正

規分布（平均値と最頻値と中央値が一致す

る、左右対称の釣鐘型のグラフ）ではなく、

正規分布よりも左側（低濃度側）に偏った

形になることが多いことが知られている。 

こうしたなかでは、測定値自体が大きく

なるとばらつきも大きくなることになるが、

測定値の大きさは物質ごとに様々であり、

例えば、管理濃度が高く設定されており、

こうした高濃度の測定が通常となる物質の

方が必要以上に標準偏差が大きく出る可能

性があり、同一の基準で評価を行うことが

困難となる。そこで、測定値の大きさに関
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わらず、比によってばらつきを表す尺度と

して幾何標準偏差が用いられているといえ

る。 

これに加えて、平均値及び標準偏差を対

数化した場合には、対数の分布が正規分布

の形になるため、変動のある状態に対して、

平均値と標準偏差から母集団の特性を推定

するという統計的な評価が容易となるとい

う利点もある（図表 2-2）。 

B 測定においては、平均濃度や標準偏差

を求めるのではなく、1 つの測定値、複数

個所で測定を行う場合はその最大値と基準

値を比較することになる。すなわち、B 測

定も併せて実施する場合、第 1 評価値及び

B測定の測定値（2か所以上で実施した場合

は最大値）が管理濃度に満たない場合（第

1管理水準を上回る場合）が第 1管理区分、

第 2 評価値が管理濃度以下であり、B 測定

の測定値が管理濃度の 1.5 倍以下である場

合（第 2 管理水準を上回る場合）が第 2 管

理区分、第 2 評価値が管理濃度を超える場

合又は B 測定の測定値が管理濃度の 1.5 倍

を超える場合が第 3管理区分である 114。以

上をまとめると下記のとおりとなる。 

 

管理区

分 

A 測定（平均的

環境状態） 

B 測定（高濃度

ばく露の危険） 

第 1 管

理区分 

管理濃度を超

える危険率が

5％より小さい 

（かつ）発散源

に近い作業位置

の最高濃度が管

理濃度より低い 

第 2 管

理区分 

平均濃度が管

理濃度以下 

（かつ）発散源

に近い作業位置

の最大濃度が管

理濃度の 1.5 倍

以下 

第 3 管

理区分 

平均濃度が管

理濃度を超え

る 

（又は）発散源

に近い作業位置

の最大濃度が管

理濃度の 1.5 倍

を超える 

 

なお、個人サンプリング方法による測定

がなされた場合、C測定は A測定として、D

測定は B 測定に読み替えて評価が行われる

（令和 2・1・27 厚生労働省告示第 18 号に

よる改正）。 

2．2．2．2．3 評価結果に基づく措置 

 第 2 管理区分及び第 3 管理区分について

は、評価結果に基づく措置が特別則に定め

られており、それぞれ以下のとおりである

（有機則第 28条の 3、第 28条の 4、鉛則第

52条の 3、第 52条の 4、特化則第 36条の 3、

第 36条の 4、粉じん則第 26条３、第 26条

の 4、石綿則第 38条、39条）。 

 

管理区

分 

講ずべき措置 

第 1 管

理区分 

現状の管理状態の継続的維持に

努める 

第 2 管

理区分 

施設、設備、作業工程または作業

方法の点検を行い、その結果に基

づき、作業環境を改善するために

必要な措置を講ずるよう努める 

第 3 管

理区分 

①直ちに、施設、設備、作業工程

または作業方法の点検を行い、そ

の結果に基づき、作業環境を改善

するために必要な措置を講ずる 

②作業者に有効な呼吸用保護具

を使用させる 

③産業医が必要と認めた場合に

は、健康診断の実施その他労働者
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の健康の保持を図るために必要

な措置を講ずる 

④環境改善の措置を講じた後、再

度作業環境測定を行い、第一また

は第二管理区分になったことを

確認する。 

 第 3 管理区分において講ずべき措置①に

ある「直ちに」とは、施設、設備、作業工

程または作業方法の点検及び点検結果に基

づく改善措置を直ちに行うとの趣旨である

が、改善措置については、これに要する合

理的な期間は認められる。また、講ずべき

措置②は、①の措置を講ずるまでの応急的

なものであり、②により①の措置を実施し

たことにはならない（昭和 63年基発第 602

号）。 

 第 3 管理区分になったからといって、罰

則の適用は原則としてないが、改正女性労

働基準規則（平成 26・8・25 厚生労働省令

第 101 号）により、2012（平成 24）年 10

月 1 日以降、妊娠や出産・授乳機能に影響

のある 25 の化学物質を取り扱う作業場が

第 3 管理区分となった場合には、妊娠の有

無や年齢にかかわらず、女性労働者の就業

が禁止され、違反に対しては罰則の適用が

予定されている（労基法第 64条の 3第 2項、

同法第 119 条第 1 号、女性則第 2 条第 1 項

第 18号、同条第 3項）115116。 

 また、2024（令和 6）年 4 月以降、第 3

管理区分に区分された場合に、事業者は作

業環境の改善の可否やその方策について、

作業環境管理専門家の意見を聴き、これに

基づいて改善措置を工事、効果を確認する

ための作業環境測定・評価を行うことが義

務付けられるようになった。ここでいう「作

業環境管理専門家」とは、3 年以上の実務

経験を有する労働衛生コンサルタント（試

験区分：労働衛生工学／化学）、6 年以上

の経験を有する衛生工学衛生管理者又は作

業環境測定士（後者は 4 年＋講習も可）、

オキュペイショナル・ハイジニスト等であ

る（令和 4・5・31 基発 0531 第 9 号）。こ

の再度の作業環境測定・評価の結果、なお

第三管理区分に留まる場合や作業環境管理

専門家が改善困難と判断した場合、事業者

は、①個人サンプリング法による測定を行

い、労働者に呼吸用保護具を使用させるこ

と、②保護具が適切に装着されていること

を確認し、その結果について記録・保存（3

年間）すること、③新たに選任が義務付け

られる保護具着用管理責任者に上記①・②

について指導等を担当させること、④作業

環境管理専門家の意見の概要や改善措置、

評価の結果について労働者に周知すること、

⑤当該措置の内容について、所轄労働基準

監督署に届け出ることが義務付けられる。

なお、改善できると考えられる場合、改善

するまでの期間においても、上記①・②の

他、6 か月以内ごと（鉛の場合は 1 年以内

ごと）に 1 回、個人サンプリング法による

測定と結果に応じた呼吸用保護具の使用、

測定・評価結果についての記録・保存（原

則 3 年間、粉じんは 7 年間、クロム酸等は

30年間）と 1年以内に 1回、呼吸用保護具

が適切に装着されていることの確認をする

ことが事業者に求められる（特化則第 36条

の 3 の 2 乃至同 3 の 3、有機則第 28 条の 3

の 2乃至同 3の 3、鉛則第 52条の 3の 2乃

至同 3の 3、粉じん則第 26条の 3の 2乃至

同 3の 3、2024（令和 6）年 4月施行）。 

2．2．2．2．4 規制の柔軟化 

所定の有機溶剤、特定化学物質について、

－1589－



分担研究報告書（石﨑由希子） 

58 

 

作業環境測定が 2 年以上行われ、その間、

当該評価の結果、第 1 管理区分に区分され

ることが継続した単位作業場所については、

当該単位作業場所に係る所轄の労働基準監

督署長の許可を受けた場合には、当該特定

化学物質の濃度の測定は、検知管方式によ

る測定機器又はこれと同等以上の性能を有

する測定機器を用いる方法によることがで

きる（作業環境測定基準第 10条第 3項、同

条第 4 項、第 13 条第 3 項、同条第 4 項）。

粉じんについても、2 年間、第 1 管理区分

に区分された単位作業場については、労働

基準監督署長の許可により、相対濃度指示

方法による測定が可能となる（粉じん則第

26 条第 3 項、作業環境測定基準第 2 条第 3

項）。ただし、①許可を受けた単位作業場

所で使用される測定対象物が他の物質に変

わったり（特定化学物質）、物質の基準値

が変わったとき（有機溶剤）、②許可を受

けた単位作業場所で行われる作業が、別の

区分の作業に変わったり（粉じん）、作業

や業務の種類が変わったとき（特定化学物

質・有機溶剤）、③許可を受けた単位作業

場所について、許可申請に係る 2 年間に行

われた測定のうち直近の測定の際に設定し

た単位作業場所と比較して、その共通部分

の面積が双方の単位作業場所から見ていず

れも 2分の 1未満となったときについては、

許可の効力は及ばない（「作業環境測定特

例許可及び当該許可の後における測定の具

体的方法について」平成 26・10・23基安労

発第 1023 第 1 号、基安化発 1023 第 1 号別

添 3「作業環境測定の特例許可に係る留意

事項」）。 

上記に加え、2023（令和 4）年 4 月以降

は、過去 3 年間にわたり第 1 管理区分と認

められ、化学物質による死亡又は休業 4 日

以上の労働災害が発生しておらず、特殊健

康診断において新たな異常所見があると認

められる労働者がいなかったというケース

において、専属の「化学物質管理専門家」

を配置し、かつ、過去 3 年間に 1 回以上、

リスクアセスメントの結果やこれに基づく

健康障害防止措置について、当該事業場に

属さない化学物質管理専門家による評価を

受け、当該評価の結果、当該事業場におい

て必要な措置が適切に講じられている場合

には、上記について所轄都道府県労働局長

の認定を受けることにより、所定の特別規

則の適用を除外することが可能となってい

る（特化則第 2 条の 3、有機則第 4 条の 2、

鉛則第 3条の 2、粉じん則第 3条の 2、2023

（令和 4）年 4 月施行）。ここでいう「化

学物質管理専門家」とは、5 年以上の実務

経験を有する労働衛生コンサルタント（試

験区分：労働衛生工学），8 年以上の経験

を有する衛生工学衛生管理者，6 年以上の

経験を有する作業環境測定士で講習を受け

た者，オキュペイショナル・ハイジニスト

（日本作業環境測定協会が 5 年以上の経験

を有する労働衛生コンサルタント、作業環

境測定士等で化学・物理・生物・人間工学

に係る 93単位の専門研修を修了し、その後

の評価試験に合格した者に対して付与する

認定）等を指す（令和 4・9・7 厚労省告示

274号）。 

なお、直近 3 回の作業環境測定の結果、

第 1 管理区分に区分された他、所定の要件

を充たした場合には、特殊健康診断の実施

頻度が緩和される（詳細は、5．2．2．1．3）。 
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2．2．2．2．5 評価の記録・保存、労働者

への周知等 

 作業環境測定結果の評価を行った場合に

は、評価結果の他、いつ（評価日時）、ど

こで（評価箇所）、誰が（評価を実施した

者）評価をしたかを記録しなければならな

い。保存期間は原則 3年（有機則第 28条の

2第 2項、鉛則第 52条の 2第 2項、特化則

第 36条の 2第 2項）であるが、粉じんにつ

いては 7年（粉じん則第 26条の 2第 2項）、

特定化学物質のうちベリリウム及びその化

合物や塩化ビニル、クロム酸等については、

30 年間（特化則第 36 条の 2 第 3 項）、石

綿については 40 年間（石綿則第 37 条第 2

項）の保存が求められる。 

作業環境測定の結果及びその結果の評価

に基づく対策の樹立に関することは、「労

働者の健康障害の防止に関する重要事項」

（安衛法第18条第1項4号）の1つとして、

衛生委員会の付議事項とされている（安衛

則第 22 条第 6号）。また、有機則・鉛則・

特化則においては、評価結果・改善措置・

改善後の評価結果について、①常時各作業

場の見やすい場所に掲示し又は備え付ける

こと、②書面を労働者に交付すること、③

磁器テープ、磁器ディスクその他これらに

準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働

者が当該記録の内容を常時確認できる機器

を設置することのいずれかの方法により、

労働者に周知しなければならないことが定

められている。また、周知に際しては、可

能な限り作業環境の評価結果の周知と同じ

時期に労働者に作業環境を改善するための

必要な措置について説明を行うことが望ま

しいとされている（平成 24 年基発 0517 第

2号）。 

 

2．3 沿革 

2．3．1 制度史 

 本条の制度史については、1．3．1参照。 

 

2．3．2 背景になった災害等 

塩化ビニルよる健康障害 117については、

麻酔作用（めまい、悪心、意識喪失等の症

状）、肝機能変化、皮膚障害、レイノー様

症状（※手指などの皮膚の色調変化を指し、

典型的には蒼白、紫色、発赤の順に３相性

の色調変化を伴う。）及び骨端溶解等が知

られていた。日本における塩化ビニルの生

産は昭和 25 年に開始されていたが、昭和

27年、山形県酒田市において、塩化ビニル

工場の労働者が指端骨溶解症を発症したこ

とが同工場の嘱託医によって確認され、労

働科学研究所に報告されている。昭和 44年

9 月に開催された国際労働衛生会議でこの

ことが報告されると、労働省は、1974（昭

和 45）年 11月 11日、「塩化ビニル障害の

予防について」を通達した。 

しかし、その後、塩化ビニルが肝血管肉

腫を引き起こす可能性があることが明らか

になった。1974（昭和 45）年１月米国ケン

タッキー州、ルイスビルのグッドリッチ社

化学工場の塩ビ重合工程で働いていた３名

の労働者が、一般人口では極めて稀な肝血

管肉腫で死亡し、業務起因性が疑われるこ

ととなった。当時、ACGIH は、1971（昭和

42）年時点において、塩化ビニルモノマー

の TLVを 200ppmに設定しており（それ以前

は 500ppm）、塩化ビニルは比較的高い濃度

のときに有害性を示す物質であると考えら

れていたが、必ずしもそうではないことを

示すものといえた。このことは、昭和 49年
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4 月にアメリカで開催された「塩化ビニル

の毒性に関する会合」において報告された

が、その事実を知った労働省は、「塩化ビ

ニル障害予防についての緊急措置につい

て」（昭和 49・6・24 基発第 325 号）を通

達し、作業場の気中濃度を 50ppm を大幅に

下回る濃度に維持するよう指示し、職業が

ん専門家会議に行政対応を諮問した。また、

イタリアのマルトーニらは、1974（昭和 49）

年 10月、吸入実験により 50ppmの濃度で肝

肉血管腫の発生を確認した。こうしたなか

で、ACGIH はじめ各国における塩化ビニル

のばく露限界として提案されていた数値は、

事実の重大性からすべて消去されるか、あ

るいは検討中とされ、専門家会議は討議の

拠り所を失うこととなった。 

そこで、専門家会議は、1974（昭和 49）

年から 1975（昭和 50）年にかけて、塩化ビ

ニルモノマーの重合作業を行っている事業

場のすべてを対象とし、工学的な対策によ

り塩化ビニルをどこまで低下させられるか

を調査した。その結果を踏まえて出された

1975（昭和 50）年 6月 2日の報告において

は、可能な限りの工学的対策を実施するこ

とにより、気中濃度の幾何平均を 2ppmまで

低下させることが可能である、ただし、作

業場内における濃度の変動が大きいと一時

的にせよ高濃度ばく露の危険がありうるた

め、濃度の幾何標準偏差の対数を 0.4 以下

にする必要がある（幾何標準偏差が 0.4 を

こえている大部分の作業場の環気中塩ビ濃

度は、５～10ppm をこえる測定値を有して

いる）との結論が示された。これを踏まえ

て、労働省は「塩化ビニル障害の予防につ

いて」（昭 50・6・20 基発第 348 号）を通

達したが、ここには「管理濃度」の原点と

なる考え方がみられる。 

 なお、日本においては、1975（昭和 50）

年 10月、三井東圧化学名古屋工業所の下請

従業員が我が国で初めての肝血管肉腫で死

亡した。死亡した者は、長年にわたり重合

缶の清掃に従事してきた者であり、1974 

（昭和 49）年の上記調査の過程で、肝血管

肉腫の前段階である門脈圧亢進症に罹患し

ていることが判明していた 118。 

その後、「塩化ビニルによる障害の防止

及び労災補償の取扱いについて」（昭和 50・

9・11 基発第 534 号）を改正する形で「塩

化ビニルばく露作業従事労働者に生じた疾

病の業務上外の認定について」（昭和 51・

7・29 基発第 556 号）が示され、肝血管肉

腫については、労働基準法施行規則別表第

１の２第７号９、肝血管肉腫以外の疾病に

ついては同別表第４号の規定に基づく労働

省告示第 36 号表中に掲げる塩化ビニルに

よる疾病に該当するものとして取り扱われ

ることとなっている。 

 

2．4 適用の実際 

2．4．1 管理区分 

厚生労働省が事業所を対象に実施してい

る労働環境調査の結果によれば（図表 2-3）

119、作業環境測定を行うべき作業場がある

事業所における作業環境測定の実施率は約

8 割であり、実施した事業所のうち、第 1

管理区分と評価された作業場のあるところ

が 9 割近い。他方、第 2 管理区分・第 3 管

理区分と評価された作業場がある事業所も

合計で 2 割弱になる。多くの事業所が第 1

管理区分であるという点については、監督

実務経験者の認識と一致する点といえる 120。 
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2．4．2 作業環境改善の状況 

作業環境測定を行うべき作業場がある事

業所で、過去１年間に作業場の環境改善を

実施した割合は 4 割程度に上っており、第

1 管理区分と評価されても環境改善を実施

した例があることが伺われる。環境改善方

法としては、局所排気装置の能力アップや

作業方法の変更の割合が比較的高く、3～4

割程度となっている。なお、監督実務経験

者によれば、窓を開放し自然換気により管

理区分を変えようとした例があったとのこ

とであり、その際は、通常作業している環

境下で、局所排気装置のフードの改善や風

量の増強（フィルターの目詰まりを解消す

ることにより改善する場合もある）といっ

た工学的対策によることを指導したとのこ

とである 121。 

本プロジェクトで労働基準監督官・技官

の現役及び経験者を対象として、2020年に

行ったアンケート調査の結果（以下、「令

和 2 年度本研究プロジェクトによる行政

官・元行政官向け法令運用実態調査（三柴

丈典担当）」という）によれば、大手ガラ

ス製造業系列企業の事業場において、特定

の特別有機溶剤及び特定粉じん作業につい

て、作業環境測定評価結果第 1管理区分（か

つ、特殊健康診断・じん肺健康診断結果有

所見者なし、呼吸用保護具着用等衛生管理

に問題なし）であるが、取扱量が多く移動

の多い作業形態であることや、がん・じん

肺等の長期的な健康障害のリスクを下げる

観点から、個人ばく露測定を行い、「産衛

学科のガイドライン」（※日本産業衛生学

会産業衛生技術部会「化学物質の個人ばく

露測定のガイドライン」を指していると思

われる）に基づき、一定の評価を行い、良

評価(6 段階評価中 3 番目)122等であったも

のについても、具体的な改善措置を取って

いるとの情報が寄せられている。 

2．4．3 作業環境評価と健康影響 

厚生労働省からの受託で中央労働災害防

止協会労働衛生調査分析センターが実施し

た「作業環境における個人ばく露測定に関

する実証的検証事業」（2010（平成 22）年

度～2013（平成 25年）度）では、作業環境

測定結果と個人ばく露測定結果が基本的に

はよく相関しているとしつつも、一定の場

合にはずれが生じる可能性があること（2．

5参照）123、公益社団法人日本作業環境測定

協会が実施した「平成 28年度健康診断・作

業環境測定結果相関調査業務報告書」では、

作業環境評価の結果が良好であったとして

も、特殊健康診断結果や生物学的モニタリ

ング結果に有所見者が発現するケースがあ

ることが指摘されている（2. 6参照）124。 

 

2．4．4 作業環境測定の特例許可 

第 1 管理区分に区分されることが 2 年以

上継続した事業場においては、より簡易な

測定方法によることが認められているが

（作業環境測定基準第 2条第 3項、第 10条

第 3項、第 13条第 3項）、2012（平成 24）

年を除くと、申請・許可件数は 1桁から 10

数件であり、同制度はあまり活用されてい

ない。 

 

  申請 許可 

1999（平成 11） 17 16 

2002（平成 14） 13 10 

2011（平成 23） 6 4 

2012（平成 24） 27 25 
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2013（平成 25） 16 5 

2014（平成 26） 1 2 

2015（平成 27） 4 4 

2016（平成 28） 0 0 

2017（平成 29） 6 6 

2018（平成 30） 12 11 

2019（平成 31） 1 1 

2020（令和 2） 3 3 

森山誠也氏が集計した資料を基に作成 

 

2．6 法制度上の課題 

 「平成 28年度健康診断・作業環境測定結

果相関調査業務報告書」においては、作業

環境測定結果と特殊健診結果の紐づけがさ

れていないことが指摘されている。作業環

境管理の内容となる作業環境測定と健康管

理の内容となる特殊健診はそれぞれ労働者

の健康障害防止を目的とするものであるこ

と、また、作業環境測定に関する安衛法第

65条及び第65条の2の沿革を踏まえると、

特殊健診の結果を踏まえた、作業環境測定

の見直しは必須のものと思われる。こうし

たことからすると、両者の関連性の把握を

容易にするための法的仕組みを構築するこ

とが必要と思われる。この点に関しては、

従来から、作業環境測定結果に労働基準監

督署に対する報告義務を付すこと 125やそれ

が難しいとしても、特殊健康診断個票にお

いて、対象労働者のばく露を受けていた物

質や単位作業場所の作業環境測定結果の管

理区分を入れておくことが提案されていた

126。また、後者については、更にこれを労

働者にフィードバックし、安全衛生委員会

における意見申出等に繋げることで作業環

境管理と健康管理の関連性が深まるとの指

摘もある 127。こうした指摘を踏まえた改正

を具体的に検討することが望まれる。 

 

３ 第 65条の 3 

3．1 条文 

 

 

3．2 趣旨及び内容 

3．2．1 趣旨 

作業環境管理を十分に行ったとしても、

作業の種類によっては十分に良好な環境と

ならなかったり、部分的に良好でない環境

が残存する場合がある（2．4参照）128。ま

た、労働者が従事する作業のなかには、身

体の一部又は全身に大きな負担がかかるも

の、相当の筋力を要するものなど、作業に

伴う疲労やストレスが生じるおそれがある

ものがある（3．3．2参照）。そこで、労

働者が作業環境や作業そのものから過度の

悪影響を受けないように、作業を適切に管

理することが必要である 129。本条は、労働

者の健康の保持増進を図るという観点から、

労働者の従事する作業を適切に管理する努

力義務を課したものである。こうした作業

管理は、作業環境管理及び健康管理と並ん

で労働衛生に関する三管理の一つをなすも

のである。 

 なお、本条は事業者に努力義務を課すも

ので、本条違反に対する罰則の規定はない。

また、本条違反から直ちに私法上の請求権

が導かれる訳ではない。もっとも、本条を

根拠として労働者の心身の健康に配慮する

注意義務を導く判例もある（3．4 参照）。

第第六六十十五五条条のの三三 事業者は、労働者の

健康に配慮して、労働者の従事する作

業を適切に管理するように努めなけ

ればならない。 
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したがって、作業管理を怠ったことにより、

健康障害が発生した場合には、こうした心

身の健康に配慮する義務や安全配慮義務

（労契法第 5条）への違反を理由とする損

害賠償請求権が成立しうる。 

 

3．2．1 内容 

本条に基づく「作業の管理」とは、一連

続作業時間と休憩時間の適正化、作業量の

適正化、作業姿勢の改善等労働者の健康の

保持増進を図るという観点から労働者の従

事する作業を適切に管理することであると

される（昭 63・9・16 基発第 601号の 1）。 

 個々の措置については、通達、指針やガ

イドライン等において具体化されている。

例えば、「VDT 作業における労働衛生管理

のためのガイドライン」（平成 14・4・5基

発第 0405001 号）を改定した「情報機器作

業における労働衛生管理のためのガイドラ

イン」（令和元・7・12基発 0712第 3号）

においては、作業管理の内容として、①1

日の作業時間のうち、情報機器作業が過度

に長時間にわたらないよう指導すること、

②一連続作業時間が 1 時間を超えないよう

にし、次の連続作業までの間に 10 分～15

分の作業休止時間を設け、かつ、一連続作

業時間内において 1 回～2 回程度の小休止

を設けるよう指導すること、③作業者の疲

労の蓄積を防止するため、個々の作業者の

特性を十分に配慮した無理のない適度な業

務量となるよう配慮すること、④作業者に

自然で無理のない姿勢で情報機器作業を行

わせるため、椅子の座面の高さ、机又は作

業台の作業面の高さ、キーボード、マウス、

ディスプレイの位置等を総合的に調整させ

ることが規定されている。 

 また、「職場における腰痛予防対策の推

進について」（平成 25・6・18基発 0618第

1 号）に添付された「職場における腰痛予

防対策指針」では、①作業の全部又は一部

を自動化すること、②不自然な姿勢や長時

間同一の姿勢とならないようにすること、

作業台や椅子を調節すること、③作業の実

施体制や人員配置を検討するに際し、作業

時間や作業内容、労働者の健康状態や特性

等を考慮すること、④腰痛の発生要因を排

除又は低減できるよう、作業動作、作業姿

勢、作業手順、作業時間等について、作業

標準を策定し、定期的に見直すこと、⑤適

宜、休憩時間を設け、他の作業と組み合わ

せることにより、不自然な姿勢を取らざる

を得ない作業等が連続しないようにするこ

と、⑥足に適合した靴、適切な姿勢の保持

を妨げない作業服を着用すること等が定め

られている。同指針は、福祉・医療分野に

おける介護・看護作業、長時間の車両運転

や建設機械の運転の作業等を対象に、広く

職場における腰痛の予防を推進することを

目的とするものである。 

 

3．3 沿革 

3．3．1 制度史 

 本条は、労働者の健康保持増進対策の充

実等を内容とする 1988（昭和 63）年改正に

より追加されたものである（1988（昭和 63）

年改正の背景については、第 69条の解説も

参照されたい）。同法改正に先立ち策定さ

れた「第 7次労働災害防止計画」（1988（昭

和 63）～1993（平成 4）年）においては、

職業性疾病予防対策の推進策として、作業

管理指針の作成が挙げられている。すなわ

ち、同計画においては、「有害な因子の人
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体へのばく露の低減を図るため、機械設備、

作業方法等の改善、呼吸用保護具等の使用

及び保守管理の適正化を積極的に推進する

ほか、各種の有害作業についての作業管理

に関する指針を作成、周知する」とある。 

「第 7 次労働災害防止計画」ではまた、

「情報処理機器等の導入、情報のネットワ

ーク化の進行等による VDT 作業に伴う『目

の疲れ』、『肩のこり』等健康影響の広が

り、人と ME 機器との関わりが深くなるこ

と等によるいわゆるテクノストレスの発

生」が懸念されていた。VDT 作業における

労働衛生管理については、1984（昭和 59）

年 2 月、当面の措置として、指標（ガイド

ライン）としての「VDT 作業における労働

衛生管理のあり方」が公表され、事業場に

おける自主的対策の推進が勧奨されてきた。

その後、産業医学総合研究所（当時）及び

産業医科大学において行われた、OAに伴う

作業環境や労働態様の変化が労働者の健康

に及ぼす影響についての調査研究（1983（昭

和 58）～1985（昭和 60）年度）や中央労働

災害防止協会に設置された OA 化等に伴う

労働衛生対策研究委員会における文献評

価・事例研究の結果を踏まえて、「VDT 作

業のための労働衛生上の指針」が策定され、

これについて通達が(昭和 60・12・20 基発

第 705 号)が発出された。同指針では、VDT

（Visual or Video Display Terminals）作

業における作業環境管理、作業管理及び健

康管理の 3 管理が重要であることが指摘さ

れており、この点はその後のガイドライン

においても引き継がれている。上記指針は、

情報技術の進展と共に改定され、2003（平

成 14）年には「VDT 作業における労働衛生

管理のためのガイドライン」（平成 14・4・

5 基発第 0405001 号）が、その後、現行の

「情報機器作業における労働衛生管理のた

めのガイドライン」（令和元・7・12 基発

0712第 3号）が策定されている。 

 また、昭和 43年には、「重量物を取り扱

う業務、腰部に過度の負担を与える不自然

な作業姿勢により行う業務その他腰部に過

度の負担のかかる業務による腰痛」は業務

上の疾病として労災補償の対象とされ、「腰

痛の業務上外の取扱い等について」（昭和

43・2・21基発第 73号）において、その認

定基準が示されていたが 130、職場における

腰痛予防対策としては、昭和 40～50年代に

かけて、「重量物取扱い作業における腰痛

の予防について」（昭和 45 年７月 10 日付

け基発第 503 号）及び「重症心身障害児施

設における腰痛の予防について」（昭和 50・

2・12基発第 71号）が発出されていた。1994

（平成 6）年の「職場における腰痛予防対

策の推進について」（平成 6・9・6 基発第

547 号）はこれらを統合する形で策定され

た「職場における腰痛予防対策指針」を添

付しており、同指針においては、作業管理、

作業環境管理、健康管理の三管理と及び労

働衛生教育を適切に行うことの重要性とそ

れぞれの事項の具体的内容が示されている。

また、同指針を改定する形で策定された「情

報機器作業における労働衛生管理のための

ガイドライン」（令和元・7・12 基発 0712

第 3 号）においては、新たにリスクアセス

メントや労働安全衛生マネジメントシステ

ムの考え方を導入している。 

 

3．3．2 背景となった災害等 

 本条の趣旨において述べた「身体の一部」

に大きな負担がかかるものの例としては、

－1596－



分担研究報告書（石﨑由希子） 

65 

 

キーパンチャー（※パンチカード会計シス

テムで帳簿に記帳する事項をカードに穴を

あけてコンピューターへの入力を行う作業

を行う人）の頸肩腕症候群発症が挙げられ

る。頸肩腕症候群とは、種々の機序により、

後頭部、頸部、肩甲帯、上腕、前腕、手お

よび指のいずれか、あるいは全体にわたり

「こり」、「しびれ」、「いたみ」などの

不快感をおぼえ、他覚的には当該部諸筋の

病的な圧痛および緊張もしくは硬結を認め、

時には神経、血管系を介しての頭部、頸部、

背部、上肢における異常感、脱力、血行不

全などの症状をも伴うことのある症状群に

対して与えられた名称である 131。昭和 36

年頃から発症が認められ、その後、頸肩腕

症候群を苦にしたキーパンチャーの自殺が

社会問題化した 132。昭和 37 年 2月 26日に

は、機械計算課に所属し、電気計算機のキ

ーパンチャーをしていた女性労働者（22歳）

が野村證券本社ビル 5階から飛び降り自殺

をした。また、同年 10 月には安田火災海上

ビル 6階からキーパンチャーの女性が飛び

降り自殺をしている。 

 昭和 36年 11月に関係業界が「キーパン

チャーの作業基準(自主調整基準)」を作成

し、労働省も実態調査結果を踏まえ「キー

パンチャーの健康管理について」（昭和 38・

2・8基発第 112号）を発出した。その後も

キーパンチャーの健康障害者が多発したこ

とから、労働省は、中央労働基準審議会労

働衛生部会への諮問を経て、「キーパンチ

ャーの健康管理について」（昭和 39・9・

22基発第 1106号）を通達し、①穿孔作業

（工作物に穴をあける穿孔機の操作及びこ

れに付帯する作業）管理、②作業環境管理、

③健康管理について具体的指導を行った 133。 

また、頸肩腕症候群の業務上外認定は困

難であるため、労働省は「キーパンチャー

等上肢作業にもとづく疾病の業務上外の認

定基準について」（昭和 50・2・5基発第

59号）、「キーパンチャー等上肢作業にも

とづく疾病の業務上外の認定基準の運用上

の留意点について」（昭和 50・2・5事務連

絡第 7号）を示している。 

なお、頸肩腕症候群は、タイピスト 134や

電話交換手 135などその他の職業においても

みられ、業務起因性が争われている。 

 

3．4 関係判例 

 電通事件・最判平成 12・3・24民集 54巻

3号 1155頁では、「使用者は、その雇用す

る労働者に従事させる業務を定めてこれを

管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や

心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心

身の健康を損なうことがないよう注意する

義務を負う」との判示を導くにあたり、労

働基準法が労働時間に関する制限を定めて

いることのほか、本条が「作業の内容等を

特に限定することなく、同法所定の事業者

は労働者の健康に配慮して労働者の従事す

る作業を適切に管理するように努めるべき

旨」規定していること、これらの規定が長

時間労働により心理的負荷が過度に蓄積さ

れ、労働者の心身を損なう危険の発生を防

止することを目的としていることを指摘し

ている。 

本条や本条に基づく指針や通達の内容を

安全配慮義務の内容に取り込む判断は下級

審裁判例においてもみられる。 

佐川急便事件・大阪地判平成 10・4・30

判時 1685 号 68 頁は、運送業務に従事し、

連日長時間にわたって荷物の配達、運搬、
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集荷、仕分け、積込み、積卸し等といった

腰に負担のかかる業務を継続した結果、腰

痛を発症し、その後も適切な治療を受ける

ことができないまま業務を続けたために腰

痛が悪化し、休業のやむなきに至り、約 1

年余りにわたって治療を受けたものの、症

状に改善は見られたが完治するには至らず、

そのまま再び荷物の取扱いを中心とした構

内業務に従事する等した結果、約 45キログ

ラムの荷物を持ち運んだ際に再度腰痛が悪

化し、再び休業治療のやむなきに至ったと

いう事案である。 

同判決は、「重量物取扱い作業における

腰痛の予防について」（昭和 45・7・10 基

発第 503 号）の内容を引用した上で、これ

が安全配慮義務の内容を定める基準になる

とし、被告会社の安全配慮義務違反を認定

している。すなわち、同通達においては、

人力を用いて重量物を直接取り扱う作業に

おける腰痛予防のため、使用者は、（ａ）

満 18 歳以上の男子労働者が人力のみによ

り取り扱う重量は 55 キログラム以下にな

るよう務（ママ）め、また、55キログラム

をこえる重量物を取り扱う場合には 2 人以

上で行うよう務め（ママ）、そしてこの場

合各々の労働者に重量が均一にかかるよう

にすること、（ｂ）取り扱う物の重量、取

扱いの頻度、運搬距離、運搬速度等作業の

実態に応じ、休息または他の軽作業と組み

合せる等して、重量物取扱い時間を適正に

するとともに、単位時間内における取扱い

量を労働者の過度の負担とならないよう適

切に定めること、（ｃ）常時、重量物取扱

い作業に従事する労働者については、当該

作業に配置する前及び 6 か月ごとに１回、

（１）問診（腰痛に関する病歴、経過）、

（２）姿勢異常、代償性の変形、骨損傷に

伴う変形、圧痛点等の有無の検査、（３）

体重、握力、背筋力及び肺活量の測定、（４）

運動機能検査、（５）腰椎エックス線検査

について、健康診断を行い（ただし、（５）

の検査については当該作業に配置する前及

びその後三年以内ごとに一回実施すれば足

りる。）、この結果、医師が適当でないと

認める者については、重量物取扱い作業に

就かせないか、当該作業の時間を短縮する

等、健康保持のための適切な措置を講じる

こと、とされていることを指摘する。その

上で、裁判所は、本件事案の下、被告会社

は、55キログラム以上の重量物、ときには

約 80 キログラムに及ぶ重量物を一人の従

業員に取り扱わせていた上、社会問題にま

で発展するほどの長時間労働を従業員に強

いていたことや、腰痛予防を目的とした健

康診断も実施していなかったことを理由と

して、安全配慮義務違反があったことは明

らかであると結論づけた。 

 

4 第 65条の 4 

4．1 条文 

 

4．2 趣旨及び内容 

4．2．1 趣旨 

本条は、物理的要因による職業性疾病の

中には、その業務に従事する作業時間を規

第第六六十十五五条条のの四四 事業者は、潜水業務

その他の健康障害を生ずるおそれの

ある業務で、厚生労働省令で定めるも

のに従事させる労働者については、厚

生労働省令で定める作業時間につい

ての基準に違反して、当該業務に従事

させてはならない。 
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制することにより、有効にその発生を防止

できるものがあるとの観点から規定された

ものである 136。従来、高圧下での業務や潜

水業務については、直接業務に従事する時

間を制限することにより、減圧症の発症を

防止できると考えられ、高圧下の時間や潜

水時間について高圧則において規制が設け

られていた。こうした規制は、2015（平成

27）年 4 月から施行された高圧則改正（平

成 26 年厚生労働省令第 132 号）により廃

止されている。他方、本条にいう「作業時

間」には、「業務に従事したことに伴い健

康障害を防止するために必要とされる時

間」も含まれており、高圧則において一定

の規制が置かれている。なお、潜水業務に

従事する者の中には、インストラクターダ

イバーや素潜り漁師などの一人親方も含ま

れるが、これらの者は本条の対象とはなら

ない。 

事業者が本条に規定する業務に作業時間

の基準に違反して従事させた場合には、6

か月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に

処せられる（安衛法第 119 条第 1 号）。ま

た、本条における作業時間の基準に違反し

て業務に従事させた結果、健康障害が生じ

た場合には、心身の健康に配慮する義務や

安全配慮義務（労契法第 5 条）への違反を

理由とする損害賠償請求権が成立しうる。 

 

4．2．2 内容 

4．2．2．1 対象業務等 

本条の対象となる業務は、高圧則におい

て規定される潜水業務及び高圧室内業務で

ある。高圧則は、潜水業務及び高圧室内業

務に係る酸素中毒、減圧症等の防止のため、

事業者が講ずべき措置について規定を設け

ている。なお、減圧症とは、高気圧下で体

内に溶存していた窒素又はヘリウムが、急

激に環境気圧が減少することで血液中等で

気泡化することで発症するものである 137。

減圧症の発症は、軽症であれば、皮膚のか

ゆみに留まるが、最も多く見られるのは、

四肢の関節（特に、肩や肘）や筋肉の疼痛

である。重症になると呼吸器障害や下肢麻

痺、膀胱直腸障害など脊髄に影響が生じる

場合もある 138。 

潜水業務とは、潜水器を用い、かつ、空

気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気

又はボンベからの給気を受けて、水中にお

いて行う業務をいう（高圧則第 1 条の 2 第

3号、安衛法施行令第 20条第 9号）。例え

ば、港湾整備工事、ダム・水道設備のメン

テナンス、海域環境調査、海難救助等がこ

れに当たる 139。 

高圧室内業務とは、高圧室内作業（潜函

（かん）工法その他の圧気工法により、大

気圧を超える気圧下の作業室又はシャフト

の内部において行う作業に限る。）に係る

業務をいう（高圧則第 1 条の 2 第 2 号、安

衛法施行令第 6 条第 1 号）。潜函工法（ケ

ーソン工法）とは、地下構造物の構築方法

で、あらかじめ地上で函（箱）状の構造物

（ケーソン caisson）を製作し、その重量

を利用して地下に沈めていく施工法を指す

140。すなわち、コップを逆さまにして、水

の中に押し込んだ状態のように、空気の圧

力によって水の侵入を防ぐ原理を応用し、

底のない構造物（ケーソン）に高気圧の圧

縮空気を送り込み、地下水を排除しながら、

内側の地盤を掘削・排土して、構造物を地

中に潜らせていくという施工法である（図

表 4-1）。この工法は、橋梁や構造物の基
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礎・シールド立坑・地下鉄や道路トンネル

の本体構造物などに幅広く用いられており、

特に、軟弱地盤や地下水を有する地盤の掘

削工事等において用いられる 141。 

 

4．2．2．2 作業時間 

4．2．2．2．1 概要 

本条にいう「作業時間」とは、労働時間

のうち、「直接業務に従事している時間」

及び「業務に従事したことに伴い健康障害

を防止するために必要とされる時間」をい

うと解される 142。したがって、労基法上の

労働時間の制限に対する特例を設けるもの

ではない 143。 

4．2．2．2．2 高圧下の時間・潜水時間 

高圧室内業務については、高圧室内作業

者に加圧を開始した時から減圧を開始する

までの時間（高圧下の時間）、潜水業務に

ついては、潜水作業者が潜降を開始したと

きから浮上を開始するまでの時間（潜水時

間）が「直接業務に従事している時間」に

当たりうる。もっとも、作業時間のうち、

高圧下の時間及び潜水時間に係る規制は、

呼吸用ガスとして酸素と呼吸用不活性ガス

を混合した混合ガスが実用化されるなど、

健康障害リスクを低下させる技術の進展が

みられることから、2014（平成 26）年 12

月 1日に公布され、2015（平成 27）年 4月

1日から施行された高圧則改正（平成 26 年

厚生労働省令第 132 号）により廃止されて

いる（平成 27・1・9基発 0109 第 2号）。 

4．2．2．2．3 減圧停止時間・浮上停止時

間 

他方、高圧則においては、「業務に従事

したことに伴い健康障害を防止するために

必要とされる時間」として、減圧を停止す

る時間や浮上を停止させる時間についても

規定を置く（高圧則第 18 条第 1 項、第 27

条）。すなわち、減圧症を防ぐためには、

高圧下・潜水下で多く取り込まれた窒素等

をなだらかに体外に排出する必要があると

ころ、高圧則においては、減圧や浮上の速

度について直接規制するだけでなく、高圧

作業者の減圧を一定圧力で停止する時間や

潜水作業者を一定の深度で留まらせ、浮上

を停止させる時間等を設定することにより、

体内のガス圧係数（※浮上した際に体内に

残っている窒素ガス圧と普段地上で生活し

ている際に飽和して溶け込んでいる窒素ガ

ス圧の比）を徐々に低下させようとしてい

るといえる。 

なお、事故等により、事故のために高圧

室内作業者を退避させ、又は健康に異常を

生じた高圧室内作業者を救出するときは、

必要な限度において、減圧、浮上の速度を

速めたり、減圧／浮上停止時間を短縮した

りすることができるが、この場合は、退避

ないし救出後、速やかに当該高圧室内作業

者を再圧室（図表 4-2）又は気こう室（高

圧室内作業者が、作業室への出入りに際し

加圧又は減圧を受ける室）に入れ、加圧す

ること、あるいは、潜水作業者を再圧室に

入れ加圧するか、又は当該潜水業務の最高

の水深まで再び潜水させることが求められ

る（高圧則第 19条、第 32条）。 

どの圧力ないし深度で減圧ないし浮上を

どの程度の時間停止するかについて、2014

（平成 26年）の高圧則改正以前は、高圧則

別表（減圧表）において、直接規制されて

きたが（図表 4-3）、この減圧表の理論的

根拠については明確ではなく、減圧時間が

短い傾向にあるといった課題も指摘されて
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いた 144。2014（平成 26）年改正により、減

圧表は廃止され、事業者はあらかじめ、体

の各組織（※ガスの移動の速さに応じて分

類された理論上の概念であり、「半飽和組

織」と呼ばれる。高圧則では 16 の半飽和組

織を想定している）に取り込まれている不

活性ガス（窒素とヘリウムの気体）の圧力

（※多成分から成る混合気体においてある

気体が混合気体と同じ体積を単独で占めた

ときの圧力（分圧））を計算式によって求

め、その値が人体が許容できる最大値の分

圧である M 値を超えないように、減圧／浮

上停止時間等を設定することが求められる

ようになった（図表 4-4）145。最大値を超え

ないように減圧／浮上停止時間を設定する

ための計算式は、ビュールマンの ZH-L16モ

デルに基づくものとされ、告示により示さ

れている（平成 26・12・1 厚生労働省告示

第 457 号、施行通達・平成 27・1・9 基発

0109第 2号）。この計算式により算出され

る時間は最低基準であり、これに違反する

場合は本条違反の責任を問われうるが、海

外で利用されている減圧表を用いるなどし、

より安全な値を用いること自体は妨げられ

ていない 146。 

事業者は、上記計算を行った上で、①作

業室又は気こう室へ送気する気体の成分組

成（潜水作業者に送気し、又はボンベに充

填する気体の成分組成）、②加圧を開始す

る時から減圧を開始する時までの時間（潜

降を開始させる時から浮上を開始させるま

での時間）、③当該高圧室内業務における

最高の圧力（潜水業務における最高の水深

の圧力）、④加圧及び減圧の速度（潜降及

び浮上の速度）、⑤減圧を停止する圧力及

び当該圧力下において減圧を停止する時間

（浮上を停止させる圧力及び当該浮上を停

止させる時間）を内容とする作業計画を作

成し、 当該計画により業務を行わなければ

ならないとされる（高圧則第 12 条の 2）。 

また、減圧／浮上停止時間等について、

2014（平成 26）年改正以前には、労働者自

身が減圧表に基づきこれを把握することが

想定されていたが、同改正により、事業者

自身が責任をもって設定し、これを労働者

に周知することが求められるようになって

いる（第 12条の 2第 3項）。改正前の高圧

則の下では、減圧を行う都度、減圧状況の

記録を作成し、記録を 5 年間保存すること

が求められてきたが、改正後は、減圧の状

況のみならず、減圧を停止する圧力及び時

間等の計画に定めた事項の記録についても、

5 年間保存することが求められている（高

圧則第 20条の 2）。 

なお、改正後の高圧則第 1 条では、「事

業者は、労働者の危険又は高気圧障害その

他の健康障害を防止するため、作業方法の

確立、作業環境の整備その他必要な措置を

講ずるよう努めなければならない」として、

事業者の責務が明記されるに至っている。

ここでいう「その他必要な措置」としては、

例えば、①工期の早い段階からエレベータ

ーを設置するなどの工程の改善や②作業計

画を定めるに当たり、高い安全率を採用し

て計算式を算出したり、減圧に要する時間

ができるだけ短くて済むような呼吸用ガス

を使用すること、体内に蓄積された窒素ガ

スを速やかに対外へ排出するために呼吸用

ガスの酸素濃度を高めて減圧を行う方法

（酸素減圧）を採用することを盛り込むこ

と等が考えられるとされている（施行通達

第 3の 1（1）ウ）。 
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4．2．2．2．4 重激な業務の制限 

上記に加え、高圧則においては、減圧、

浮上を終了した者について、当該減圧や浮

上を終了した時から 14時間は、重量物の取

扱い等「重激な業務」に従事させてはなら

ないとされる（高圧則第 18 条第 1項、同第

27 条、安衛則第 13 条第 1 項第 2 号ト、平

成 27・1・9 基発 0109 第 2 号）。高気圧作

業の業務間及び業務終了後の労働者は、過

飽和、もしくはそれに近い状態にあるとこ

ろ、衝撃等の物理要因で溶解ガスの気泡化

が促進されるという知見があるからである。

そのため、減圧完了後は極力安静にして、

大きな負荷をかけないことが必要であると

して規律されているものである 147。 

 

4．3 沿革 

4．3．1 制度史 

本条は、1972（昭和 47）年の安衛法制定

当時、第 69 条に規定が置かれていたが、

1988（昭和 63）年改正により現在の条文番

号となっている。 

なお、本条にいう「直接業務に従事する

時間」に該当する「高圧下の時間」、「潜

水時間」や、「健康障害を防止するために

必要とされる時間」に当たる「減圧時間」

については、もともと高圧則の別表におい

て規制されてきた。1972（昭和 47）年制定

の高圧則は、その前身となる 1961（昭和 36）

年施行の高気圧障害防止規則における減圧

表の基準を基本的に引き継いでおり、この

間、単位換算による改正を除けば、抜本的

な改正はなされてこなかった。1961（昭和

36）年当時は、人体が長時間高圧環境下に

置かれた場合の健康影響について十分な知

見がなく、健康影響を及ぼす可能性が否定

できなかった状態だったことから、「減圧

時間」に加えて「直接業務に従事する時間」

についても一定の基準が設けられたと推測

されている 148。しかし、その後、海上自衛

隊や海外の事例などから、健康影響を及ぼ

すのは高圧下の時間そのものではなく、圧

力の変化とそれに応じた減圧時間であるこ

とが明らかとなってきた 149。また、技術の

進展により、高気圧作業の呼吸ガスに、窒

素混合ガス、ヘリウム混合ガス、三種混合

ガスといった、酸素と呼気用不活性ガス（窒

素及びヘリウム）を混合した混合ガスが実

用化され、これを用いれば健康障害を起こ

すリスクを下げることが可能となった。そ

のため、2014（平成 26）年高圧則改正によ

り、高圧下の時間及び潜水時間に関する規

制は廃止されることとなり、減圧停止時間

については、上記のとおり、事業者が作成

する作業計画において定められることとな

った。 

 

4．4 適用の実際 

 改正高圧則により、事業者自ら減圧表を

作成する必要が生じたことについては、複

雑かつ煩雑な計算を求められるため、減圧

表の作成は容易ではなく、定まった減圧表

があった方が良いとの現場の意見があるこ

とが医学関係者により指摘されている 150。 

 

4．3．2 背景となった災害等 

 潜函病、潜水病等の減圧症については、

高気圧障害防止規則が制定されるのと同時

に「高気圧作業による疾病（潜函病、潜水

病等）の認定について」（昭和 36・5・8基

発第 415 号）において労災認定基準が示さ

れている 151。 
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 減圧症の急性期の症状としては、皮膚の

かゆみや関節痛又は筋肉痛、脊髄麻痺、中

枢神経の麻痺症状、死に至るおそれのある

呼吸困難、循環障害などが挙げられており、

これらは職業病としても認められている。

慢性期の症状としては、骨壊死（骨の無腐

性壊死）の症状があることが知られている。

骨壊死については、九州労災病院が有明海

沿岸の佐賀県藤津郡太良町、大浦、竹崎両

地区において潜水夫を対象に行った調査等

によって明らかとなっていった 152。この地

区では、大正時代中期から、タイラギと呼

ばれる平貝採取を目的として潜水漁法が行

われており、具体的には、船上から空気を

送るヘルメット式潜水器を着用したダイバ

ーが、海底に立っている貝を棒の先に鋭い

金属を付けた手カギで引っかけ、スカリと

いう袋に集めるやり方で行われていた 153。

なお、潜水夫は身体に痛みや痺れを感じる

と、再び海に身体を沈める「ふかし」とい

う民間療法によりこれを治そうとすること

が広く行われており、これにより、再圧タ

ンクに入るという治療機会を逸する結果と

なっていた 154。 

 なお、慢性減圧症の発症は急性減圧症を

そのまま放置することで生じやすくなる可

能性があるとの指摘があるが 155、日本潜水

協会が民間の潜水請負業者（253）等を対象

に、平成 18 年 7 月～19 年 3 月末にかけて

行った「潜水安全に関するアンケート調査」

によると、民間の潜水請負業者のうち、減

圧症、あるいは減圧症類似の疾患にかかっ

たことがあるとの回答が 32.4％（82件）で

あり、このうち、46.7％（42件）が医療機

関を受診した、34.4％（31 件）が会社の再

圧タンクで自分たちで治療したと回答する

ものの、16.7％（15件）はだまって我慢し

たと回答している（複数回答者あり）156。 

 

4．5 関係判例 

日本電信電話事件・松山地判昭和 60・10・

3判時 1180号 116頁は、海底電線ケーブル

埋設工事現場の潜水作業に従事していた潜

水夫（原告）が埋設機からケーブルを取り

外す作業の終了時に、酸素ボンベの空気が

ほとんどなくなっていたため、急いで浮上

したところ、意識を失い、潜水病に陥った

（以下、本件事故）という事案である。 

被告 Y1社は、本件工事の潜水作業のため、

被告 Y2 社に対し潜水夫の派遣方を依頼し

ていた。被告 Y2社は、原告及び訴外 A（以

下、原告ら）の雇用主から原告らの貸借を

受け、契約上は、潜水作業の監督をするこ

とが予定されていた。しかし、本件事故当

時、Y2社は工事現場に人員を派遣しておら

ず、原告らの作業について、直接の指揮監

督をしていたのは、Y1社の従業員であった。 

同判決は、Y1社について、「自己の支配

管理する場所において自己の指揮監督で働

かせていること」を根拠として、安全配慮

義務を負うとした上で、ボンベの給気能力

について知らせず、潜水作業者に異常がな

いかを監視するための者を置かずに作業に

あたらせたことや（高圧則 29条参照）、再

圧室を設置しなかったため、救急措置を適

切に行うことができなかったこと（高圧則

32条参照）などについて安全配慮義務違反

を認めた。Y1社は、本件事故の原因は原告

の急浮上にあるとして、その責任を否定す

る主張をしたが、本件事故日の午前中に原

告は 3 回潜水しており、本件事故や第 4 回

目の潜水において生じたこと、第 3 回目ま
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での潜水により原告の体内ガス圧が高くな

っていたことも本件事故の原因であるとし

て、かかる主張は認められなかった。 

同判決はまた、Y2 社については、Y1社に

潜水の知識を有するものはいないから Y2

社が原告の安全を保護しなければ、他にこ

れを行うものがいないにもかかわらず、安

全管理及び指揮監督のための人員を派遣し

ていなかったことについて安全配慮義務違

反を認めた。 

他方、同判決では、原告が潜水の知識を

十分有し、潜水時間の安全基準や浮上時間

の計算、空気ボンベの給気能力も十分計算

し得たにもかかわらず、それをしなかった

ことや安全管理者を配置するよう要求した

り、安全管理者が配置されるまで潜水作業

をしないで待つなどの対応をとらなかった

ことについて過失相殺が認められている。

ただし、原告の雇用主は小会社であり、原

告から種々の要求をするということは極め

て困難であったことや第 4回目の潜水は 48

メートルの深海であり、深海では窒素酔い

にかかり判断力が鈍り、空気ボンベの残圧

に気を配ることが困難になること等を踏ま

え、その過失割合は 2割とされた。 

同判決の意義は、以下の 3 点にある。第

一に、Y1社・Y2社はいずれも原告と直接の

雇用関係に立つものではないが、Y1社につ

いては、作業場所への支配や作業に対する

直接の指揮監督を行っていたとの実態を根

拠として、Y2 社については、Y1社は原告の

雇用主との契約上、潜水作業について監督

することが予定されていたこと等を根拠と

して、それぞれに安全配慮義務が認められ

ている。第二に、同判決は、安全配慮義務

内容の特定にあたり、高圧則の各規定を参

酌している。第三に、原告が潜水の知識を

十分に有することを前提に一定の過失相殺

を認めている点である。このうち、第三の

点については、平成 26（2014）年の高圧則

改正以降、健康障害を防止するために必要

な体制を整えることについて事業者が第一

義的な責任を負うことが明らかとされ、減

圧・浮上停止時間が事業者の責任の下、作

業計画において定められることなどから、

同判決のような労働者の過失認定がされに

くくなる可能性があるといえる。 

 

4．6 視点・論点 

 「振動」という物理的要因から生じる振

動障害の予防についても、作業時間の制限

というアプローチが有効となる 157。振動障

害は、末梢循環障害（白指、しびれ、冷え）、

末梢神経障害（指の痛み、しびれ、知覚障

害等）、それに運動器（骨・関節系）障害

（骨・関節の痛み、変形等）から構成され

るが、このうち、特徴的な症状として、レ

イノー現象（白指発作）があり、そのため、

白ろう病とも呼ばれる 158。1965（昭和 40）

年 3月には、NHKの全国番組「現代の映像」

の「白ろうの指」の中において、チェンソ

ー使用労働者の手指にチェンソー使用によ

る白指発作が発現していることが放映され、

社会問題化した（図表 4-5）159。同年 11月、

日本産業衛生協会内に設置された局所振動

障害研究会が開催され、その際には、局所

振動障害が発生している職種として、チェ

ンソーの外に研磨工、石切工、木の皮むき

工、アルミ鋳造工、バイク運転手などにも

みられることが報告され、1969（昭和 44）

年 12月の同研究会では、チェンソー以外の

振動工具による障害についても注意を喚起
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する必要があると強調された。こうしたな

かで、労働省は、「チェンソー使用に伴う

振動障害の予防について」（昭和 45・2・

28基発第 134号）、「チエンソー取扱い業

務に係る健康管理の推進について」（昭和

50・10・20基発第 610号）、「チェンソー

以外の振動工具の取扱業務に係る振動障害

の予防について」（昭和 50・10・20基発第

608 号）等を発出した。昭和 50 年通達の中

に含まれる「チエンソー取扱い作業指針」

や「チエンソー以外の振動工具の取扱い業

務に係る振動障害予防対策指針」において

は、振動業務とこれ以外の業務を組み合わ

せて、振動業務に従事しない日を設けるよ

うにし、1 日における振動業務の作業時間

は休止時間を除き 2 時間以内とすることな

どが規定されていた 160。もっとも、こうし

た規制方法には、工具の振動値が考慮され

ておらず、労働者の障害リスク低減が不十

分である等の課題があった 161。 

 現行の「チェーンソー取扱い作業指針に

ついて」（平成 21・7・10基発 0710第 1号）

や「チェーンソー以外の振動工具の取扱い

業務に係る振動障害予防対策指針につい

て」（平成 21・7・10 基発 0710 第 2号）に

おいては、国際標準化機構(ISO)等が取り入

れている考え方を採用し、振動工具の振動

加速度のレベルに応じて、振動にばく露さ

れる時間を抑制する規制手法がとられてい

る。すなわち、「周波数補正振動加速度実

効値の 3 軸合成値」を振動工具の表示、取

扱説明書、製造者等のホームページ等によ

り把握し、所定の計算式により、これと 1

日の振動ばく露時間から日振動ばく露量を

求める。その際、「日振動ばく露限界値」

である 5.0m/s2 を超えるようであれば、振

動ばく露時間の抑制、低振動の振動工具の

選定等を行うことが求められることになる。

なお、日振動ばく露限界値に応じた 1 日の

振動ばく露時間が 2 時間を超える場合は、

当面 2 時間以下とすることが求められてい

る。ただし、振動工具の点検・整備を、製

造者又は輸入者が取扱説明書等で示した時

期及び方法により実施するとともに、使用

する個々の振動工具の「周波数補正振動加

速度実効値の 3 軸合成値」を、点検・整備

の前後を含めて測定・算出している場合に

おいて、振動ばく露時間が当該測定・算出

値の最大値に対応したものとなるときは、

この限りではないとされる。ただし、この

場合でも、1 日の振動ばく露時間を 4 時間

以下とするのが望ましいとされている。 

 

5 第 66条 

5．1 条文 
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第第六六十十六六条条 事業者は、労働者に対

し、厚生労働省令で定めるところによ

り、医師による健康診断(第六十六条

の十第一項に規定する検査を除く。以

下この条及び次条において同じ。)を

行わなければならない。 

２ 事業者は、有害な業務で、政令で

定めるものに従事する労働者に対し、

厚生労働省令で定めるところにより、

医師による特別の項目についての健

康診断を行なわなければならない。有

害な業務で、政令で定めるものに従事

させたことのある労働者で、現に使用

しているものについても、同様とす

る。 

３ 事業者は、有害な業務で、政令で

定めるものに従事する労働者に対し、

厚生労働省令で定めるところにより、

歯科医師による健康診断を行なわな

ければならない。 

４ 都道府県労働局長は、労働者の健

康を保持するため必要があると認め

るときは、労働衛生指導医の意見に基

づき、厚生労働省令で定めるところに

より、事業者に対し、臨時の健康診断

の実施その他必要な事項を指示する

ことができる。 

５ 労働者は、前各項の規定により事

業者が行なう健康診断を受けなけれ

ばならない。ただし、事業者の指定し

た医師又は歯科医師が行なう健康診

断を受けることを希望しない場合に

おいて、他の医師又は歯科医師の行な 
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5．2 趣旨及び内容 

5．2．1 趣旨 

安衛法第 66 条では事業者に各種の健康

診断の実施を義務づけている。一般に健康

診断は、個々の労働者について健康状態を

把握し、適切な健康管理を行っていくため

に必要であるとともに、労働者の健康状況

から作業環境管理または作業管理の問題点

を発見し、その改善を図っていくためにも

重要である 162。健康診断の結果、異常所見

が認められる場合、事業者には、医師の意

見を踏まえた上で、就業制限、労働時間短

縮等の労働者個人を対象とする就業上の措

置だけでなく、作業環境測定の実施、施設

又は設備の設置又は整備、医師等の意見の

衛生委員会等への報告等、労働環境改善に

向けた措置をとることが義務付けられるほ

か（安衛法第 66条の 5第 1項）、保健指導

を実施する努力義務が課されている（安衛

法第 66条の 7、図表 5-1）。 

本条に基づく健康診断には大きく分けて

2 種類がある。第一に職場に特有の有害要

因がある場合に、当該要因に起因する健康

障害発生リスクの評価と健康障害の早期発

見を目的として行う特殊健康診断であり、

本条第 2項乃至第 4項において規定される。

第二に、職場に特有の有害要因があるか否

かにかかわらず、労働者の健康状態を把握

し、職務適性を評価することにより、就業

上の措置としての、就業制限や適正配置や

努力義務とされる保健指導を行い、脳・心

臓疾患の発症の防止、生活習慣病等の増悪

防止を図ることを目的とする一般健康診断

であり、本条第 1項において規定される 163。 

 本条第 1 項から第 3 項違反に対しては、

安衛法第 120 条第 1 号により、本条第 4 項

における都道府県労働局長の指示に対する

違反については、安衛法第 120 条第 2 号に

より 50万円以下の罰金が科されうる。本条

第 5 項の労働者の受診義務違反については

罰則はない。また、就業上の措置等の事後

措置の実施義務違反についても、罰則はな

い。 

 本条に基づく健康診断の実施義務違反に

ついては、安全配慮義務違反や注意義務違

反の内容として参酌されることとなる（5．

5 関係判例参照）。本条所定の健康診断実

施の履行請求権については、本条が労働者

のために事業者に作為義務を課した規定で

あることから、これを肯定する見解もある

164。確かに、本条は、労働者の個人的利益

に還元しうる規定で規定内容も一義的に明

確といえる。しかし、健康診断が労働衛生

三管理の一つである健康管理の手段として

実施されて、初めて実効あるものとなりう

ることを考えると強制執行手続には馴染ま

ず、また、個々の労働者との関係で権利義

務を画するよりも、公法上の履行確保措置

の下で労働者集団に対する実施を指導する

ことの方が適切であると思われる。そのた

め、私見では、個々の労働者の履行請求権

は否定されるべきと考える 165。 

 

5．2．2 内容 

5．2．2．1 一般健康診断 

 一般健康診断としては、まず、「常時使

用する労働者」を対象とする①雇入れ時の

うこれらの規定による健康診断に相

当する健康診断を受け、その結果を

証明する書面を事業者に提出したと

きは、この限りでない。 
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健康診断（安衛則第 43 条）及び②定期健康

診断（同第 44条）が挙げられる。「常時使

用する労働者」と認められるためには、（ア）

無期又は 1 年以上雇用が継続されている

（か雇用継続が予定される）こと、及び（イ）

その者の 1 週間の労働時間数が当該事業場

において同種の業務に従事する通常の労働

者の 1 週間の所定労働時間数の 4 分の 3 以

上であることが原則として求められる（平

成 31・1・30基発 0131第 1号第 3の 11（4）

ト）166。なお、上記通達では、（ア）の要

件を充たし、かつ、1週間の労働時間数が、

当該事業場において同種の業務に従事する

通常の労働者の 1 週間の所定労働時間数の

おおむね 2 分の 1 以上である者に対しても

一般健康診断を実施することが望ましいと

されている。 

上記の他、③特定の有害業務に常時従事

する労働者（特定業務従事者）に対する配

置換えの際等の健康診断（同第 45条）、④

6か月以上の海外派遣労働者の健康診断（同

第 45条の 2）、⑤給食従事者の検便（同第

47条）もある。③の対象者について、「常

時従事する」といえるか否かの判断に際し

ては、基本的には、上述の「常時使用され

る労働者」の判断基準が用いられるが、要

件（ア）のうち、有期雇用労働者の雇用継

続期間は 1 年以上ではなく、6 か月以上と

されている。以下、それぞれの健診項目等

につき、順に説明する。 

 

5．2．2．1．1 雇入れ時の健康診断 

 雇入れ時の健康診断は、常時使用する労

働者を雇い入れる際に、下記の項目につい

て医師の健康診断を行わなければならない。 

ただし、医師による健康診断を受けた後、3

か月を経過しない者を雇い入れる場合にお

いて、その者が当該健康診断の結果を証明

する書面を提出したときは、当該健康診断

の項目に相当する項目については、この限

りでない（安衛則第 43 条）。また、満 15

歳以下の者で、当該年度において学校保健

安全法に基づく健康診断を受診した者につ

いては、雇入れ時健診及び定期健康診断を

行わないことができ、また、医師が必要で

ないと認めるときは、その項目の全部又は

一部を省略できる（同第 44条の 2）。 

 健診項目及び当該項目につき健診を行う

目的は下記のとおりである 167。なお、以下

のうち、メタボリックシンドローム、糖尿

病、高脂血症等は、脳・心臓疾患の早期把

握という意味合いもある。 

号 項目 目的 

① 既往歴の調査 

 

 

業務歴の調査 

就業の可否、労働の

適性の判断 

 

有害業務への関与、

影響の有無 

作業態様・労働負荷

の変化の把握 

② 自覚症状及び他覚症

状の有無の検査 

業務に応じて必要と

される身体特性を把

握 

③ 身長 

 

体重 

 

 

体重・腹囲 

 

 

視力・聴力検査 

作業適性の判定 

 

健康状態（体力・体

格・栄養）の評価 

 

メタボリックシンド

ロームの把握 

 

視機能・聴力機能評
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価 

視機能変化や聴力障

害の早期発見 

④ 胸部エックス線検査 結核等の呼吸器疾患

等の一般的なスクリ

ーニング検査 

⑤ 血圧の測定 高血圧の発症リスク

把握（血圧を就業上

の措置に活用する例

あり） 

⑥ 貧血検査（血色素量

及び赤血球数の検

査） 

貧血や食行動の偏り

による貧血の把握 

⑦ 肝機能検査（血清グ

ルタミックオキサロ

アセチックトランス

アミナーゼ（GOT）、

血清グルタミックピ

ルビックトランスア

ミナーゼ（GPT）及び

ガンマ―グルタミル

トランスペプチダー

ゼ（γ―GTP）の検査） 

肝機能障害の早期把

握 

（GPT、γ-GTP は、

虚血性心疾患や脳血

管疾患等の発症予測

能もあり） 

⑧ 血中脂質検査（低比

重リポ蛋白コレステ

ロール（LDL コレス

テロール）、高比重

リポ蛋白コレステロ

ール（HDL コレステ

ロール）及び血清ト

リグリセライドの量

の検査） 

高脂血症の把握 

⑨ 血糖検査 糖尿病発症リスクの

把握 

（糖尿病の罹患者に

ついて、その後の状

況を把握し就業上の

措置において活用す

る場合もあり） 

⑩ 尿検査（尿中の糖及

び蛋白の有無の検

査） 

糖尿病発症リスクの

把握（血糖値が腎の

排泄閾値を超えて上

昇したか） 

腎機能障害の発症リ

スクの把握等 

⑪ 心電図検査 不整脈、虚血性心疾

患、高血圧に伴う心

臓の異常等の把握 

  

 上記のうち、「自覚症状」に関するもの

については、最近において受診者本人が自

覚する事項を中心に聴取することとし、「他

覚症状」に関するものについては、受診者

本人の訴えおよび問視診に基づき異常の疑

いのある事項を中心として医師の判断によ

り検査項目を選定して行なうことが求めら

れる。また、この際、医師が本人の業務に

関連が強いと判断した事項をあわせ行なう

ことも想定される。特に、特定の有害業務

に従事する受診者については、その者の業

務の種類、性別、年齢等に応じ必要な内容

にわたる検査を加えることも求められてい

る（昭和 47・9・18基発第 601号の 1）。 

 雇入れ時健診（安衛則第 43条）は、「常

時使用する労働者を雇入れた際における適

正配置、入職後の健康管理の基礎資料に資

するための健康診断の実施を規定したも

の」であり（施行通達・昭和 47・9・18 基

発第 601 号の 1）、採用選考時に応募者の

採否を決定するために実施する採用選考時

の健康診断とは異なる（この点に関し、1993

（平成 5）年 4月 26日付の労働省労働衛生
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課長名の事務連絡「雇入時の健康診断の趣

旨の徹底について」）。採用選考時の健康

診断は、法定外健診ということになるが、

応募者の適性と能力を判断する上で真に必

要かどうか慎重に検討することが求められ

る。このことは、1993（平成 5）年 5 月 10

日付の労働省職業安定局業務調査課長補

佐・雇用促進室長補佐名の事務連絡「採用

選考時の健康診断について」及び 2001（平

成 13）年 4 月 24 日付の厚生労働省職業安

定局雇用開発課長補佐名での事務連絡「採

用選考時の健康診断に係る留意事項につい

て」において規定されているが、その背景

には、安衛則において雇入れ時の健康診断

が義務付けられていることを理由として、

採用選考時に一律に「血液検査」等の健康

診断を実施する事例やウイルス性肝炎に感

染していることを理由に、就業には問題な

く、又、業務中に同僚に感染させるリスク

は低いにもかかわらず、就職差別を受けた

事例が認められたということがある。以上

の点は、厚生労働省が公表しているパンフ

レット「公正な採用選考を目指して」にお

いても踏まえられているほか、募集業種・

職種への適性を判断するため、健康状態の

把握が必要となる場合でも、就職希望者本

人に必要性を説明し、同意を得た上で健康

状態を確認することが必要である旨記載さ

れている。 

 

5．2．2．1．2 定期健康診断 

 事業者は、1 年以内ごとに 1 回、定期健

康診断を行わなければならない（安衛則第

44条）。健診項目は雇入れ時健診とほぼ同

様である（雇入れ時健診における胸部エッ

クス線検査が胸部エックス線検査及び喀痰

検査となっている）。もっとも、既往歴及

び業務歴の調査、自覚症状及び他覚症状の

有無の検査、血圧の測定、尿検査、心電図

検査以外の項目については、厚生労働大臣

が定める基準（平成 10 年労働省告示第 88

号）により、医師が必要でないと認めると

きは省略が可能である（同条 2 項）。省略

できる場合と各項目については、下記のと

おりである。 

項目 省略することのできる者 

身長 20 歳以上の者 

腹囲 40 歳未満の者（35 歳の者を除

く) 

妊娠中の女性その他の者であ

って、その腹囲が内臓脂肪の

蓄積を反映していないと診断

されたもの 

BMI(体重(kg)／身長(m)2)が

20 未満である者 

自ら腹囲を測定し、その値を

申告した者(BMI が 22 未満で

ある者に限る) 

胸部エックス線検

査 

40 歳未満の者(20 歳、25 歳、

30 歳及び 35 歳の者を除く)

で、次のいずれにも該当しな

いもの 

一 学校（専修学校及び各種

学校を含み、幼稚園を除く。）、

病院、診療所、助産所、介護

老人保健施設又は特定の社会

福祉施設において業務に従事

する者 

二 常時粉じん作業に従事す

る労働者で、じん肺管理区分 

が管理 1 のもの又は常時粉

じん作業に従事させたことの
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ある労働者で、現に粉じん作

業以外の作業に常時従事して

いるもののうち、じん肺管理

区分が管理 2 である労働者 

喀痰検査 胸部エックス線検査によって

病変の発見されない者 

胸部エックス線検査によって

結核発病のおそれがないと診

断された者 

胸部エックス線検査の項の下

欄に掲げる者 

貧血検査 

肝機能検査 

血中脂質検査 

血糖検査 

心電図検査 

40 歳未満の者(35 歳の者を除

く) 

上記について、年齢別に整理したものに

ついては、図表 5-2のとおりである。 

また、雇入れ時健診や海外派遣労働者の健

康診断や特殊健康診断を受けた者について

は、健康診断受診日から 1 年以内は当該健

康診断の項目に相当する項目を省略して行

うことができる（同条 3項）。 

 

5．2．2．1．3 特定業務従事者の健康診断 

特定業務従事者健康診断は、衛生上有害

な業務に従事する労働者に対して、当該業

務への配置換えの際及び６か月以内ごとに

1 回、一般定期健康診断と同じ項目につい

て（ただし、エックス線検査及び喀痰検査

については、1 年に 1 回）医師により実施

される（安衛則第 45条第 1項）。定期健康

診断同様に健診項目の省略が認められる。

これに加え、貧血検査、肝機能検査、血中

脂質検査、血糖検査、心電図検査について

は、前回その項目の健康診断を受けた者に

ついては、定期の健康診断において、医師

が必要と認めるときは全部又は一部省略す

ることができる（同条第 2項、同第 3項）。 

なお、本条の健康診断の対象となる衛生

上有害な業務は、下記のとおり指定されて

きている（安衛則 13条 1項 3号）。当初は、

労基法時代の 1178通達において、差し当た

り特別な衛生管理をしなければならない有

害物を取り扱う業務として指定されたもの

であるが、約 70年間にわたり改正がなされ

ておらず、「深夜業を含む業務」を除くと、

職場特有の有害要因が問題となる業務がほ

とんどであり、一般定期健康診断と同じ項

目を健診することの意義が乏しいとの指摘

もなされている 168。 

イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及

び著しく暑熱な場所における業務 

 ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及

び著しく寒冷な場所における業務 

 ハ ラジウム放射線、エツクス線その他

の有害放射線にさらされる業務 

 ニ 土石、獣毛等のじんあい（ちりほこ

り）又は粉末を著しく飛散する場所にお

ける業務 

ホ 異常気圧下における業務 

ヘ さく岩機、鋲（びよう）打機等の

使用によつて、身体に著しい振動を与え

る業務 

ト 重量物の取扱い等重激な業務 

チ ボイラー製造等強烈な騒音を発す

る場所における業務 

リ 坑内における業務 

ヌ 深夜業を含む業務 

ル 水銀、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)

化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か

性アルカリ、石炭酸その他これらに準ず

－1611－



分担研究報告書（石﨑由希子） 

80 

 

る有害物を取り扱う業務  

ヲ 鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄

りん、弗(ふつ)化水素、塩素、塩酸、硝

酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化

炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他

これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は

粉じんを発散する場所における業務 

 ワ 病原体によつて汚染のおそれが著

しい業務 

カ その他厚生労働大臣が定める業務 

 上記のうち、ヲの「これらに準ずる有害

物」としては、エチレンオキシド（平成 13・

4・27 基発第 413 号）とホルムアルデヒド

（平成 20・2・29 基発 0229001 号）が追加

されている。これらを製造し取り扱う業務

を行う事業者は、特殊健康診断の対象とし

ないこととする一方で、特定業務従事者健

康診断の対象とされている。これらの物質

については、動物実験等で発がん性は認め

られているものの、発がんする部位を十分

に特定できるには至っておらず、標的臓器

の特異性がないことから、特定の臓器に焦

点を当てた特殊健康診断の対象とせず、特

定業務従事者健康診断として実施されるこ

ととされている 169。 

上記に挙げられた特定業務のうち、特に

ルの「これらに準ずる有害物を取り扱う業

務」やヲの「これらに準ずる有害物のガス、

蒸気又は粉じんを発散する場所における業

務」の範囲については不明瞭であり、その

ため監督官も法違反の指摘がしにくいとの

指摘がある 170。また、ヌの深夜業を含む業

務について、通達では、「深夜業を含む業

務に関しては、業務の常態として、深夜業

を 1 週 1 回以上または 1 か月に 4 回以上行

う業務」と示されているが（昭和 23・10・

1基発第 1456号）、週 1回程度、深夜業務

に従事する場合も特定業務に当たると捉え

る監督官もいれば、安衛法第 66条の 2に基

づく自発的健康診断の要件が月 4 回とされ

ていることとの平仄から、月 4 回を基準と

している監督官もいる 171。 

 

5．2．2．1．4 海外派遣労働者の健康診断 

事業者は、海外に 6 か月以上派遣される

労働者及び 6 か月以上の海外勤務を終了し、

国内業務に従事させるときに医師による健

康診断を行わなければならない（安衛則第

45条の 2第 1項、同第 2項）。海外におい

て疾病の発症や増悪があると、職場環境、

日常生活環境、医療事情等が国内と異なる

面も多いため、医療をはじめとして様々な

負担を労働者に強いることとなる。出国前

の健康診断は、こうしたことから、海外に

派遣する労働者の健康状態の適切な判断及

び派遣中の労働者の健康管理に資するため

に設けられたものである。また、帰国後の

健康診断は、海外勤務を終了した労働者を

国内勤務に就かせる場合の就業上の配慮を

行うとともに、その後の健康管理にも資す

るために設けられたものである（施行通

達・平成元・8・22基発第 462号）。 

健診項目は、定期健康診断における項目

及び下記項目のうち医師が必要であると認

める項目である（平成元・6・30 労働省告

示第 47号）。 

 健診項目 

派遣す

る場合 

一 腹部画像検査（＊腹部の実質

臓器の状態の確認等） 

二 血液中の尿酸の量の検査（＊

痛風の有無の確認等） 

三 B 型肝炎ウイルス抗体検査
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（＊海外で感染する場合に備え

た初期状態の確認等） 

四 ABO 式及び Rh 式の血液型検

査（＊輸血の必要への対応等） 

帰国す

る場合 

一 腹部画像検査 

二 血液中の尿酸の量の検査 

三 B 型肝炎ウイルス抗体検査 

四  糞便塗抹検査（＊感染症の

有無の確認等） 

 

5．2．2．1．5 給食従事者の検便 

事業者は、事業に附属する食堂又は炊事

場における給食の業務に従事する労働者に

対し、その雇入れの際又は当該業務への配

置替えの際、検便による健康診断を行なわ

なければならない（安衛則第 47 条）。 

5．2．2．1．6 補論：二次健康診断等給付 

 以上で述べた一般健康診断の基本的性格

は一次健康診断であり、これらに基づく要

再検査（要精密検査）とされたとしても、

再検査又は精密検査は診断の確定や症状の

程度を明らかにするものであり、一律に事

業者に実施が義務付けられるものではない

（健康診断結果に基づき事業者が講ずべき

措置に関する指針（以下、健診事後措置指

針）2（5）ハ。なお、この指針は、一般健

診、特殊健診、臨時健診、深夜業務者健診、

二次健診など法第 66 条、第 66 条の 2、労

災保険法第 3 章第 2 節が定める全ての健診

を対象としている）。しかし、業務上の事

由による脳血管疾患及び心臓疾患（いわゆ

る過労死）の発生にかかわるものについて

は、その発生の防止という観点から、二次

健康診断及び特定保健指導が労災保険給付

としてなされている。すなわち、一般健康

診断又は当該健康診断に関して労働者が自

ら選択して受診した他の医師の健康診断の

うち直近のもの（一次健康診断）において、

血圧測定、血中脂質検査、血糖検査、BMI

の項目においても異常所見があると診断さ

れたときは、労働者は労災保険法による保

険給付の一環として、無料で二次健康診断

及びその結果に基づく特定保健指導をその

請求により受けることができる（労災保険

法第 26条第 1項、同第 2項、労災保険法施

行規則 18 条の 16 第 1 項）。二次健康診断

は、脳血管及び心臓の状態を把握するため

に必要な検査が行われる。また、特定保健

指導は、医師又は保健師により、面接によ

り実施される。 

 事業者は、二次健康診断の対象となる労

働者を把握し、当該労働者に対して、二次

健康診断の受診を勧奨するとともに、診断

区分に関する医師の判定を受けた当該二次

健康診断の結果を事業者に提出するよう働

きかけることが適当であるとされている

（健診事後措置指針 2（2））。 

 二次健康診断を受けた労働者から 3 か月

以内に当該二次健康診断の結果を証明する

書面の提出を受けた事業者に対しては、一

般健康診断と同様に、健康診断の結果につ

いての医師等からの意見聴取が義務付けら

れる（労災保険法第 27 条、安衛法第 66 条

の 4）。このようにして、労災保険給付で

ある二次健康診断が、最終的には、健康診

断実施後の措置（安衛法第 66条の 5）に繋

がっていくこととなる。 

 

5．2．2．2 特殊健康診断 

5．2．2．2．1 有害業務に従事する労働者

に対する特別の項目についての健康診断 

 一定の有害業務に従事する労働者に対し
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ては、その有害因子による健康状態への影

響を把握するため、特殊健康診断が行われ

る。すなわち、事業者は、雇入れ時、当該

業務に配置換えした際のほか、原則 6 か月

以内（四アルキル鉛健康診断は 3か月以内）

ごとに定期に、医師による特別の項目につ

いての健康診断が義務付けられている（安

衛法第 66条第 2項前段）。 

 事業者は、下記の業務に従事する労働者

に対し健康診断を行うべき義務を負う（安

衛法施行令第 22 条第 1項）。なお、右欄は

作業環境測定の対象となっているか否かを

示したものである。 

号数 業務内容 測定 

① 高圧室内作業 ― 

② 放射線業務 〇 

※1 

③ 特定化学物質を製造し、若

しくは取り扱う業務 

 

〇 

※２ 

ベンジジン等、製造等が禁

止される有害物等を試験

研究のため製造し、若しく

は使用する業務 

― 

石綿等の取扱い若しくは

試験研究のための製造若

しくは石綿分析用試料等

の製造に伴い石綿の粉じ

んを発散する場所におけ

る業務 

〇 

※3 

④ 鉛業務（遠隔操作によって

行う隔離室におけるもの

を除く。） 

〇 

※4 

⑤ 四アルキル鉛等業務（遠隔

操作によって行う隔離室

― 

におけるものを除く。） 

⑥ 屋内作業場等、一定の場所

で所定の有機溶剤を製造

し、又は取り扱う業務 

〇 

※1 特殊健康診断の対象となるのは、「放射

線業務に常時従事する労働者で管理区域に立

ち入るもの」（電離則第 56 条第 1 項）及び「除

染等業務に常時従事する除染等業務従事者」

である（除染電離則第 20 条）。 

※2 オーラミン、マゼンタ又はこれらの物を

含有する製剤その他の物を、製造する事業場

以外の事業場において取り扱う業務は除かれ

る。また、エチレンオキシド、ホルムアルデ

ヒドについては、標的臓器が明確でないこと

から特殊健診の対象とされておらず、特定業

務従事者の健康診断の対象とされている。 

※3 作業環境測定が求められているコーク

ス炉上において若しくはコークス炉に接して

コークス製造の作業を行う業務については、

特殊健診の対象として明示されていない。こ

れは、当該業務において肺がん等を誘発する

原因物質はコールタールであるところ、当該

物質は特化則の規制対象物質として特殊健康

診断の対象となっているため、実務上支障は

ないものと考えられてきたと解される 172。 

※4 鉛業務のうち一部は作業環境測定の対

象とならないことにつき 1．2．2．1．9 参照。 

 

特殊健康診断の実施項目は、具体的には、

厚生労働省令である有機則、四アルキル則、

鉛則、電離則、高圧則、特化則において規

定される。健診項目については、図表 5-3

のとおりであり、業務の経歴や作業条件の

調査のほか、特定の有害要因が作用する標

的臓器または健康影響の評価が行われるこ

とになる。 
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なお、有機溶剤、特定化学物質（製造禁

止物質、特別管理物質を除く）、鉛、四ア

ルキル鉛に関する特殊健康診断の実施頻度

については、①当該労働者が作業する単位

作業場所における直近 3 回の作業環境測定

結果が第一管理区分であること（四アルキ

ル鉛については不要）、②直近 3 回の健康

診断において、当該労働者に新たな異常所

見がないこと、③直近の健康診断実施日か

らばく露の程度に大きな影響を与えるよう

な作業内容の変更がないことが認められる

ことを条件に、6か月以内に 1回ではなく、

1 年以内に 1 回とすることが許容されるこ

とになる（特化則第 39 条第 4項、有機則第

29 条第 6 項、鉛則第 53 条第 4 項、四アル

キル鉛則第 22条第 4項、2023（令和 5）年

4月施行）。 

 上記の他、緊急作業に係る業務に従事す

る放射線業務従事者に対しては、配置替え

時や 1 か月に 1 回、定期的に健康診断を実

施することが事業者に求められる（電離則

第 56条の 2）。また、特定化学物質が漏洩

し、汚染又は吸入したときには、その都度、

遅滞なく健康診断を行うことが求められる

（特化則第 42条）。 

 また、有機則・鉛則・特化則・高圧則・

石綿則においては、一次健康診断において

異常所見が認められた場合には、再検査又

は精密検査の実施が義務付けられている。 

 なお、上記の他、行政通達等に基づき、

一定の有害業務について特殊健康診断の実

施が勧奨されている（図表 5-4）。 

 

5．2．2．2．2 有害業務に従事した後、配

置転換した労働者に対する特別の項目につ

いての健康診断 

 有害業務に従事した後、配置転換がなさ

れ、現在は有害業務に従事していない者に

ついても、一定の範囲で特別の項目につい

ての健康診断が義務付けられている（安衛

法第 66 条第 2 項後段、安衛法施行令第 22

条第 2 項）。有害業務のなかには、その業

務に従事することにより生じる健康障害の

発現までの潜伏期間が長く、その有害業務

の職務を離れてから発現するものがあると

ころ、その健康障害の早期発見、適切な事

後措置などの健康管理をすすめる必要があ

るからである 173。 

 配置転換した労働者に対する健康診断が

必要な業務としては、①製造禁止の対象と

される発がん性物質、②製造許可の対象と

している発がん性物質を製造し、又は、取

り扱う業務が挙げられている（安衛法施行

令第 22 条第 2 項、石綿則第 40 条第 2 項、

特化則第 39条第 2項、同 4項）。 

 

5．2．2．2．3 補論：じん肺健康診断 

 特殊の項目について健診を行う特殊健康

診断のうち、じん肺を予防し、適正な健康

管理を行うためのじん肺健康診断について

はじん肺法に根拠規定がある（じん肺法第

1 条、同第 7 条以下）。事業者がじん肺健

康診断を行った場合においては、その限度

において、本条第 1 項又は第 2 項の健康診

断は行わなくても良いとされる（同法第 10

条）。 

 じん肺健康診断の対象となるのは、「常

時粉じん作業に従事する労働者（過去に常

時粉じん作業に従事したが、現在は非粉じ

－1615－



分担研究報告書（石﨑由希子） 

84 

 

ん作業に従事する労働者を含む）」であり、

じん肺健康診断には、就業時・離職時健康

診断の他、定期・定期外健康診断があり、

それぞれ下記のとおり、じん肺管理区分等

に応じて実施頻度が決められている（じん

肺法第 7条乃至 9条の 2）174。 

 

種

類 

対象者 実 施

頻度 

就

業

時 

新たに常時粉じん作業に従事

することになった労働者 

就 業

時 

定

期 

現在常時粉じ

ん作業に従事

する労働者 

管理 2又は管

理 3の労働者 

1 年 1

回 

上記以外 3 年 1

回 

過去に常時粉

じん作業に従

事に従事した

が、現在は非粉

じん作業に従

事する労働者 

管理 3の労働

者 

1 年 1

回 

管理 2の労働

者 

3 年 1

回 

定

期

外 

常時粉じん作業に従事する労

働者（管理 2 乃至 4 の労働者を

除く）が、安衛法に基づく健康

診断において、「じん肺所見あ

り」または「じん肺の疑いあり」

と診断されたとき 

遅 滞

なく 

離

職

時 

現在、常時粉じ 

ん作業に従事

する労働者が

希望する場合 

管理 2又は管

理 3の労働者

であって、前

回のじん肺

健診から 6か

月以上経過 

離 職

時 

上記以外で

前回のじん

肺健診から 1

年 6か月以上

経過 

過去に常時粉 

じん作業に従 

事したが、現在 

は非粉じん作 

業に従事する

労働者が希望

する場合 

管理 2又は管

理 3の労働者

であって、前

回のじん肺

健診から 6か

月以上経過 

 

 じん肺管理区分は、「管理 1」、「管理 2」、

「管理 3 イ」、「管理 3 ロ」および「管理

4」の 5段階に分かれており、管理 2以上は

「じん肺の所見がある」ということを示し

ており、数字が大きくなるほどじん肺が進

行していることを意味する（じん肺法第 4

条第 2 項）。じん肺管理区分は、労働者の

住所地を管轄する都道府県労働局長がじん

肺健康診断の結果等を踏まえた地方じん肺

診査医の意見を参考に決定する。決定手続

きは、じん肺健康診断を実施した事業者か

らのエックス線写真の提出あるいは労働

者・事業者からの随時申請により開始され

る（同法第 12 条、第 13 条、第 15 条、第

16条）。 

じん肺管理区分のそれぞれの意味とこれ

に対応する就業上の措置は下記のとおりで

ある（同法第 20条の 2乃至第 23条）。 

なお、事業者は、じん肺健康診断の結果、

労働者の健康を保持するため必要があると

認めるときは、当該労働者の実情を考慮し

て、就業上適切な措置を講ずるように努め

るとともに、適切な保健指導を受けること

ができるための配慮をするように努めなけ

ればならないとされる（同法第 20条の 2）。 
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区

分 

健診結果 措置 

管

理

1 

じん肺の所見がないと

認められるもの 

－ 

管

理

2 

エックス線写真の像が

第 1 型で、じん肺によ

る著しい肺機能の障害

がない（Ｆ(-)またはＦ

(+)）と認められるもの 

粉じんばく露

提言措置の努

力義務 

管

理

3 

イ 

エックス線写真の像が

第 2 型で、じん肺によ

る著しい肺機能の障害

がない（Ｆ(-)またはＦ

(+)）と認められるもの 

粉じんばく露

提言措置の努

力義務 

都道府県労働

局長からの勧

奨による作業

の転換の努力

義務（転換手

当：30 日分） 

管

理

3

ロ 

エックス線写真の像が

第 3 型または第 4 型

（大陰影の大きさが一

側の肺野の 3 分の 1 以

下のものに限る）で、

じん肺による著しい肺

機能の障害がない（Ｆ

(-)またはＦ(+)）と認

められるもの 

作業の転換の

努力義務 

（転換手当：

30 日分） 

（必要なと認

められるとき

は都道府県労

働局長により

作 業 転 換 指

示。この場合

の転換手当：

60 日分） 

管

理

4 

１ エックス線写真の

像が第 4 型（大陰影の

大きさが一側の肺野の 

3 分の 1 を超えるもの

療養 

に限る）と認められる

もの 

２ エックス線写真の

像が第 1 型、第 2 型、

第 3 型または第 4 型

（大陰影の大きさが一

側の肺野の 3 分の 1 

以下のものに限る）で、

じん肺による著しい肺

機能の障害がある（Ｆ

++）と認められるもの 

 

じん肺健康診断の検査項目は下記のとお

りである。③はじん肺の所見がある者（は

除く）、③はじん肺の所見があると診断さ

れた者のうち肺結核ないし合併症の疑いが

あると診断された者について行われる。た

だし、いずれも、一側の肺の大陰影の大き

さが 3 分の 1以上のものは行われない。 

 

① 粉じん作業の職歴の調査 

② 胸部エックス線写真 

第 1 型：両肺野にじん肺による粒状影または

不整形陰影が「少数あり」、かつ、「大陰影

がない」と認められるもの 

第 2 型：両肺野にじん肺による粒状影または

不整形陰影が「多数あり」、かつ、「大 

陰影がない」と認められるもの 

第 3 型：両肺野にじん肺による粒状影または

不整形陰影が「極めて多数あり」、かつ、 

「大陰影がない」と認められるもの 

第 4 型：「大陰影がある」と認められるもの 

③ 胸部臨床検査 

 ④ 肺機能検査 

F（－）：じん肺による肺機能障害が認められ

ない 
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F（＋）：じん肺による肺機能障害はあるが、

F（＋＋）には達しないと認められる 

F（＋＋）：じん肺による著しい肺機能障害が

あると認められる 

 ⑤ 結核精密検査その他合併症に関する

調査 

 

5．2．2．2．4 特定業務従事者に対する歯

科医師による健康診断 

塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、

黄りんその他歯又はその支持組織に有害な

物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所

における業務に常時従事する労働者につい

ては、その雇入れの際、当該業務への配置

替えの際及び当該業務についた後 6 か月以

内ごとに一回、定期に、歯科医師による健

康診断を行なわなければならない（安衛法

第 66 条第 3 項、安衛法施行令第 22 条第 3

項、安衛則第 48 条）。 

 

5．2．2．2．5 都道府県労働局長が指示す

る臨時の健康診断  

 都道府県労働局長は、労働者の健康を保

持するため必要があると認めるときは、労

働衛生指導医の意見に基づき、事業者に対

し、臨時の健康診断の実施その他必要な事

項を指示することができる（安衛法第 66条

第 4 項）。指示は、実施すべき健康診断の

項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲

その他必要な事項を記載した文書により行

なわれる（安衛則第 49条）。ここでいう必

要な事項としては、健康診断の検査法、健

康診断を実施した場合の結果の報告に関す

ること、労働者の健康保持の観点からみて

必要な作業環境条件の測定および改善、作

業方法、救護体制等の検討に関することが

含まれる（安衛則施行通達・昭和 47・9・

18 基発第 601 号の 1）。また、指示すべき

場合としては、①特別の健康診断（趣旨は

明らかではないが、法定外健診を指すと推

測される）の結果または作業中の労働者の

訴え等からみて、特に注目すべき疾病がみ

られた場合、②有害物の大量漏えいがあり

健康診断を要すると認められる場合、③そ

の他原因不明の健康障害、特異な疾病等が

発生した場合、④作業環境または作業条件

の改善を必要と認める場合が挙げられる

（前掲の安衛則施行通達）。東日本大震災

に伴う東京電力福島第一原子力発電所事故

に際しては、複数回にわたり本条に基づく

指示が出されている（図表 5-5）。 

 

5．2．2．3 健康診断の受診 

5．2．2．3．1 労働者の受診義務と医師選

択の自由 

 労働者は、本条に基づく健康診断を受け

なければならない（安衛法第 65条第 5項柱

書）。本条は事業者に健康診断の実施を罰

則付きで義務付けているが、労働者が受診

に応じなければ、事業者としては実施のし

ようがないことから、労働者の実施義務に

対応する形で労働者の受診義務を規定した

ものである 175。 

もっとも、健康診断とはいえども医療行

為である以上、医師と患者との間の信頼関

係には十分に配慮される必要がある 176。そ

のため、事業者の指定した医師又は歯科医

師が行なう健康診断を受けることを希望し

ない場合において、他の医師又は歯科医師

の行なうこれらの規定による健康診断に相

当する健康診断を受け、その結果について

健康診断の項目ごとに証明する書面を事業
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者に提出したときは、この限りでないとさ

れている（安衛法第 65 条第 5項但書、安衛

則第 60条）。いわゆる労働者の医師選択の

自由が保障されているものといえる 177。 

 

5．2．2．3．2 費用 

本条第 1 項から第 4 項までの規定により

実施される健康診断の費用については、法

で事業者に健康診断の実施の義務を課して

いる以上、当然、事業者が負担すべきもの

であるとされている（昭和 47・9・18 基発

第 602 号）。他方、労働者が医師選択の自

由に基づき自ら健康診断を受診した場合に

は、当該健康診断の費用は、労働者が負担

すべきこととなる。 

 

5．2．2．3．3 時間 

 特定の有害な業務に従事する労働者につ

いて行なわれる健康診断、いわゆる特殊健

康診断は、事業の遂行にからんで当然実施

されなければならない性格のものであるた

め、所定労働時間内の実施が原則とされ、

これにかかる時間は「労働時間」に当たる

と解される。また、時間外に実施された場

合には割増賃金の支払いが求められる。 

 他方、労働者一般に対する一般健康診断

は、一般的な健康の確保をはかることを目

的として実施義務を課したものであり、業

務遂行との関連において行なわれるもので

はないので、その受診のために要した時間

については、当然には事業者の負担すべき

ものではなく労使協議して定めるべきもの

としつつ、「労働者の健康の確保は、事業

の円滑な運営の不可決な条件であることを

考えると、その受診に要した時間の賃金を

事業者が支払うことが望ましい」とされて

いる（以上につき、昭和 47・9・18 基発第

602 号）。なお、一般健康診断に分類され

るもののうち、特定業務従事者の健康診断、

海外派遣労働者の健康診断、給食従事者の

検便については、「業務遂行との関連」に

おいて実施されるものであり、そうである

とすれば、特殊健康診断と同様、それにか

かる時間は「労働時間」と解すべきであり、

また、賃金が支払われるべきと解される（私

見）。 

 

5．2．2．4 派遣労働者に対する健康診断

の実施 

派遣労働者に対する一般健康診断の実施

義務は労働契約上の使用者である派遣元事

業者が負うこととなる。他方、特殊健康診

断の実施義務は派遣先事業者に課されてい

る（労働者派遣法第 45条第 1項、同第 3項）。

派遣労働者に対し危険有害業務に従事する

ことを指揮命令するのは派遣先であり、業

務の有害性から生じる健康障害リスクにつ

いては派遣先が管理すべきと考えられるた

めであろう。 

ただし、派遣労働者が派遣先事業者で有

害業務に従事し、その後、別の派遣先事業

者で有害業務ではない業務に就いている場

合の特殊健康診断については、派遣元事業

者が実施する。なお、一般健康診断に関す

る健康情報については、派遣元事業者の責

任において取り扱うものとし、派遣元事業

者が、派遣労働者の同意を得ずに、これを

派遣先事業者に提供することは禁止される

(健診事後措置指針 3（6）)。 

 派遣先事業者は一般健康診断の実施に関

して、以下で述べるような配慮義務及び協

力義務を負う。まず、派遣労働者に対する
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一般健康診断の実施に当たって、派遣先事

業者は、当該派遣労働者が派遣元事業者が

実施する一般健康診断を受診することがで

きるよう必要な配慮をすることが適当であ

るとされる（健診事後措置指針 3（1））。

派遣先事業者はまた、1 か月ごとに 1 回以

上及び派遣元事業者から請求があった際に、

派遣就業をした日、その日ごとの始業・終

業時刻、休憩時間、従事した業務の種類に

ついて、派遣元事業者に対して書面の交付

等により通知しなければならないとされて

いるが（労働者派遣法第 42 条第 3項、労働

者派遣法施行規則第 38条）、派遣元事業者

が医師から適切な意見を聴取するため、そ

の他の勤務の状況又は職場環境に関する情

報についても提供するよう依頼があった場

合には、これに応じて情報を提供すること

が求められる。また、派遣元事業者が就業

上の措置を講じるにあたり、協力を要請さ

れた場合にはこれに協力するものとされる。

なお、派遣元事業者は、派遣先事業者に対

する情報提供の依頼及び就業上の措置に関

する協力要請をするに先立ち、労働者の同

意を得るものとされる（以上につき、健診

事後措置指針 3（2）・（3））。 

 他方、派遣先事業者が特殊健康診断を実

施し、これに基づく就業上の措置を講ずる

に当たっては、派遣元事業者と連絡調整を

行った上でこれを実施することとし、就業

上の措置を実施したときは、派遣元事業者

に対し、当該措置の内容に関する情報を提

供するものとされる（健診事後措置指針 3

（3））。 

 特殊健康診断の結果の記録の保存は、派

遣先事業者が行わなければならないが、派

遣労働者については、派遣先が変更になっ

た場合にも、当該派遣労働者の健康管理が

継続的に行われるよう、派遣先事業者は、

特殊健康診断の結果の記録の写しを派遣元

事業者に送付しなければならず（労働者派

遣法第 45 条第 10 項）、派遣元事業者は、

派遣先事業者から送付を受けた当該記録の

写しを保存しなければならない（同条第 11

項）。派遣先事業者による記録の送付義務

及び派遣元事業者の保存義務は罰則により

履行確保がされており、違反した場合には、

30万円以下の罰金に処されうる（同条第 12

項）。また、派遣元事業者は、当該記録の

写しに基づき、派遣労働者に対して特殊健

康診断の結果を通知しなければならない

（健診事後措置指針 3（5））。 

 

5．3 沿革 

5．3．1 制度史 

5．3．1．1 戦前の規制内容 

職域における健康診断に関する規定の創

設には、戦時下における労働力強化の要請

とこれに反する実態としての結核の蔓延 178

及び健康状態の低下が大きく関わっている。

1937（昭和 12）年 7月 7日盧溝橋事件に端

を発した「北支事変」は漸次拡大して「支

那事変」となったが、事変の拡大とともに、

軍需産業においては相当長時間の残業が継

続的に行われ、労働者の健康状態の低下、

災害の増加は免れがたい状態となった。こ

うしたなかで、これを放任するときは生産

の増加及び生産力の持久について憂慮すべ

きものがあるとして、健康の維持等に関し

ても事業主の注意事項をかかげてその実行

を勧奨するため、1936（昭和 11）年に設置

された保健社会省に内務省から移管された

社会局は、1937（昭和 12）年 10 月 8 日、
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「軍需品工場に対する指導方針」（発労第

96号）として、地方庁に通牒を発した。そ

こでは、「随時健康診断を実施し疾病の早

期発見とその予防に努むること、有害なる

業務に従事する職工に対しては一層之を厳

重に行ふこと」、「食堂又は寄宿舎の炊事

係に対しては厳重なる健康診断を為すこ

と」が要請されている 179。 

なお、社会局長官から日本産業衛生協会

総会に対しては、「労働者ノ肺結核ノ予防

上適当ナル施設如何」について諮問がなさ

れ、1933（昭和 8）年 11月には、「発病防

止ニ関スルモノ」として、採用時の体格検

査や健康診断により、肺結核の素因者を職

場から排除することのほか、定期的なツベ

ルクリン反応検査、喀痰検査、隔日検温・

月例体重の測定の励行などを内容とする答

申がなされていた。この間、定期健康診断

の励行、過労防止、患者の早期発見等につ

いての行政指導が行われていた。もっとも、

生産増強に対する要請が強まる中で、結核

患者は増加の一途をたどっていた 180。 

1938（昭和 13）年 4 月 16 日には、工場

法に基づく省令であった「工場危害予防及

衛生規則」が改正され（厚生省令第 4号）、

新たに、常時 500 人以上の職工を使用する

工場の工業主は、工場主及び安全管理者の

指揮を受け、工場及び其の附属建設物に於

ける衛生に関する事項を掌る工場医を選任

すべきこと、ただし、作業の状況により「衛

生上有害のところ」が少ない場合には、地

方長官の許可を受け、選任しないことも可

能であることが定められた（工場危害予防

及衛生規則第 34条の 3第 2項、同第 5項）。

また、地方長官は 500 人未満の職工を使用

する工業主に対しても、必要があると認め

るときは、工場医の選任を命じることがで

きるとされた（同第 3 項）。工業主は、工

場医をして、毎年少なくとも 1 回職工の健

康診断を実施させること（同第 7 項）、健

康診断に関する記録を 3 年間保存すること

（同第 8項）が義務付けられた 181。以上の

ように、定期の健康診断は、衛生上有害の

ところが少なくない一定規模以上の工場に

おいて、年 1 回実施されるべきとされた。

なお、1938（昭和 13）年 1月、保健社会省

は厚生省に改称されている。 

工場危害予防及衛生規則の規定は、1940

（昭和 15）年 10 月 7 日厚生省令第 37 号

（1941（昭和 16）年 1月 1日より施行）に

より改正され、工場医要選任工場の規模 500

人以上が 100人以上に拡大された他、ガス、

蒸気又は粉じんを発散し、その他衛生上有

害業務に従事する者に対しての健康診断に

ついて、毎年 2 回行うべきとした（工場危

害予防及衛生規則第 34 条の 3 第 8 項）182。

この衛生上有害な業務に従事する者に対す

る健康診断が現行の特定業務従事者に対す

る健康診断の始まりとなるものといえる。

なお、結核予防と青年の体力向上とを目的

とした国民体力法に基づき体力検査を受け

た者については、健診実施をしなくても良

い旨規定された（同 9項）。 

1942（昭和 17）年 2 月 10 日には、工場

法施行規則（厚生省令第 7号）が改正され、

同施行規則において、工場法適用の全労働

者を対象にして、現在のような一般健康診

断を義務付けると共に、詳細な規定を加え、

工場衛生の改善強化を図った。その背景に

は、戦時中の生産力拡充と労働力不足によ

る労働強化があり、労働者の体位が低下し、

労働力維持培養の見地から憂慮すべき問題
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が生じたことがある 183。具体的には、工業

主は職工を雇入れ後 30 日以内に健康診断

を行うべきとし（工場法施行規則第 8条）、

その後も毎年 1 回の健康診断を実施すべき

こと、また、衛生上有害な業務に従事する

職工に対しては毎年 2 回の健康診断を実施

すべきことを工業主に義務付けた（同第 8

条の 2）。さらに、健康診断の結果の記録

及びその保存（3 年間）のほか（同第 8 条

の 4）、注意を要すると認められる者に対

しては、医師の意見を徴した上で、療養の

指示、就業場所・作業の転換、就業時間の

短縮、休憩時間の増加、健康状態の監視、

その他健康保護上必要な措置を講じること

が義務付けられた（同第 8条の 5）。また、

「工場法施行規則中改正省令施行に関する

件（昭和 17 年 2 月 24 日付け厚生次官より

各地方長官宛）」では、毎年 2 回定期健康

診断を実施すべき衛生上有害な 30 業務を

指定したほか、その別添「労働者健康診断

施行標準」においては、健康診断の具体的

な方法の他、健康診断の結果、A健常者、B

微症罹患者、C赤沈値促進者、D要注意罹患

者、E 陽性転化者、F 疑活動性結核罹患者、

G活動性結核罹患者、H要療養結核罹患者に

判定区分し、それぞれに対してその後の健

康診断の実施頻度等のほか、E・F・G・Hに

判定された者に対する作業転換、深夜業禁

止・休養療養等の措置を工場主がとるべき

措置として定めた。 

健康診断の実施項目としては、身長、体

重、胸囲等の体格検査、視力、色神、聴力

等の機能検査、感覚器、呼吸器、循環器、

消化器、神経系その他一般臨床医学的検査

の他、「ツベルクリン」皮内反応検査を全

員に実施することとし、陽性反応者に対し

ては、エックス線間接撮影又は透視を実施

し、更に結核性病変の疑いがあるものに対

しては、エックス線直接撮影、赤血球沈降

速度検査及び喀痰検査を実施するものとし

た（同第 8 条の 3）。こうして、職域にお

ける一般健康診断が結核健診網の一翼を担

うことが期待された。 

なお、工場法施行規則の改正に伴い、工

場危害予防及衛生規則も改正され（厚生省

令第 8 号）、工場医選任に係る規定や健康

診断の実施に係る規定は削除されたが、工

場医の所掌や巡視等の権限に関する規定は

残された。また、新たに、工場医の選任が

なされている工場の工業主が工場法施行規

則に基づく健康診断を実施するときは工場

医に実施させるべきことを内容とする規定

が設けられた。 

 

5．3．1．2 労基法制定時の規制内容 

 1947（昭和 22）年に制定された労基法に

おいては、従前、工場法施行規則において

規定されていた雇入れ時の健康診断及び定

期健康診断及び健康診断の結果に基づく事

後措置（就業の場所又は業務の転換、労働

時間の短縮その他労働者の健康の保持に必

要な措置）について、法律に格上げして規

定した（旧労基法第 52条第 1項、同第 3項）。 

義務付けの対象となるのは、「一定の事

業」であり、具体的には、①常時 50 人以

上の労働者を使用する事業において、常時

使用する労働者を雇い入れる場合と②有害

業務において、常時使用する労働者を雇い

入れる場合であり、雇入れ時の健康診断の

ほか、①については年 1回、②については、

年 2 回の定期健康診断が義務付けられる。

（旧安衛則第 48 条、同第 49 条第 1 項、第
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2項）。①の常時 50人以上の労働者を使用

する事業においては、衛生管理者の選任を

義務付けられており（同第 11条）、この衛

生管理者には、健康診断を行わなければな

らない「医師である衛生管理者」（後の産

業医）も含まれる（同第 12 条第 2項）。こ

こでは「工場」ではなく「事業」が対象と

なっているのであり、一般の会社、銀行、

官公署、農林畜産業、学校等にも及ぶ 184。

②の有害業務として、旧安衛則において 13

業務が掲げられたが（旧安衛則第 48条第 1

項第 2 号）、これは現行の特定業務従事者

の健康診断が予定される業務と一致する

（安衛則第 13条第 1項第 2号）。なお、対

象業務に当たるかどうかの具体的基準につ

いては、いわゆる 1178 通達、「労働基準規

則第 18 条，女子年少者労働基準規則第 13

条及び労働安全衛生規則第 48 条の衛生上

有害な業務の取扱い基準について」（昭和

23・ 8・12 基発第 1178 号）でその数値基

準が示されており、「強烈な騒音を発する

屋内作業」が、等価騒音レベル 90デシベル

以上の屋内作業場に変更されたこと（平成

4・8・24基発第 480号）を除けば、現在に

至るまで大きな変更はなされていない 185。 

上記に加え、③旧労基法第 8 条（現行労

基法では別表第一として規定）に規定され

る一定の事業（以下）に常時従事する労働

者については、その規模（常時使用労働者

数）にかかわらず、年 1 回の定期健康診断

が義務付けられることとされた。 

一 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、

選別、包装、装飾、仕上げ、販売のために

する仕立て、破壊若しくは解体又は材料の

変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発

生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事

業を含む。) 

二 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物

採取の事業 

三 土木、建築その他工作物の建設、改

造、保存、修理、変更、破壊、解体又はそ

の準備の事業 

四 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は

航空機による旅客又は貨物の運送の事業 

五 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車

場又は倉庫における貨物の取扱いの事業 

八 物品の販売、配給、保管若しくは賃

貸又は理容の事業 

十 映画の製作又は映写、演劇その他興

行の事業 

十一 郵便又は電気通信の事業 

十二 教育、研究又は調査の事業 

十三 病者又は虚弱者の治療、看護その

他保健衛生の事業 

十四 旅館、料理店、飲食店、接客業又

は娯楽場の事業 

十五 焼却、清掃又はと畜場の事業 

 ここから除外されている事業は、農林畜

産・養蚕又は水産事業と金融、保険、広告

等の事業であり、これらの事業において、

50人未満の労働者を使用している場合には

健康診断実施義務はない。 

雇入れ時健診及び定期健診の項目として

は、①感覚器、循環器、呼吸器、消化器。

神経系その他の臨床医学的検査、②身長、

体重、視力、色神及び聴力の検査、③ツベ

ルクリン皮内反応検査、エックス線検査、

赤血球沈降速度検査及びかくたん検査、④

前各号の外、 業務の種類又は作業の状態に

よって、労働大臣の指定する検査である。

このうち、臨床医学的検査以外の検査につ

いては、医師が必要と認めない場合やその
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実施が困難な場合は省略することができる

（旧安衛則第 50条）。 

また、労基法第 52条第 2項では、「使用

者の指定した医師の診断を受けることを希

望しない労働者は、他の医師の健康診断を

求めて、その結果を証明する書面を使用者

に提出しなければならない」とし、現行の

医師選択自由に関する規定も設けられた。

なお、同規定については、労働者に医師選

択の自由を与える必要があるのか、また、

労働者が選択した医師の診断書が信用でき

ない場合に混乱が生じないかとの指摘が立

法過程においてなされている 186。これに対

し、政府委員から、「どうしても嫌だと云

ふ醫者に矢張り健康診斷を強うると云ふこ

とは少し無理であらう、矢張りさう云ふ時

には他の醫者に健康診斷を求めるの自由は

與へても宜からう」ということから認めら

れたものであること、使用者側が信用のあ

る良い医師を指定するとは限らないこと、

労基法における健康診断の規定は、健康保

険法上の休業手当の請求の前提となる健康

診断とは異なり、結核罹患率や職業病発生

状況を調査する趣旨のもので、医師選択の

自由を認めることは、必ずしも、休業手当

等の請求を自由になしうることを意味する

ものではないこと等について回答がなされ

ている 187。 

 なお、労働者が提出した診断書の内容に

疑義がある場合について、医師の診断書に

ついては、一定の信憑力があるものとせざ

るを得ないとした上で、更に争いがあると

きは、「医師である労働基準監督官」の検

診を求めるよりほかないとの指摘もある 188。

医師である労働基準監督官については、就

業の禁止をなすべき疾病にり患した疑いの

ある労働者の検診をする権限が認められて

いる（旧労基法第 101 条第 2 項、現行安衛

法第 91条第 2項）189。 

 

5．3．1．3 特別則等における特殊健康診

断の規制 

 1951（昭和 26）年に GHQが石油精製事業

を再開する条件として制定するよう指示し

た四エチル鉛危害防止規則（昭和 26・5・1

労働省令 12号）においては、四エチル鉛取

扱者に対する雇入れ時及び年 4 回の健康診

断実施が使用者に義務付けられた。健診項

目は、①体重測定、②坐位における心臓の

収縮時・拡張時の血圧測定、③血色素量（ヘ

モグロビン）の測定、④塩基性斑点を有す

る赤血球の検査である。 

 また、1954（昭和 29）年の労基法改正に

より、特定業務従事者に対する歯科医師に

よる健康診断の規定が設けられた。 

 さらに、1955（昭和 30）年のけい肺等特

別保護法においては、一定の粉じん作業に

常時従事する労働者を対象に、①就業の際、

②3 年以内に 1 回（一定の管理区分に該当

する場合は 1 年以内に 1 回）、健康診断を

実施すること、③都道府県労働基準局長の

勧告に基づく作業転換により、粉じん作業

以外の作業に従事している者に対しては、3

年以内に 1 回、けい肺健康診断を実施すべ

き旨を規定した。同法は制定に先立ち行わ

れた労働省のじん肺巡回健診の結果を踏ま

えたものである。また、1960（昭和 35）年

からはけい肺だけでなく石綿肺やアルミニ

ウム肺等の鉱物性粉じんの吸入によるじん

肺も対象とするじん肺法が公布された。 

 1956（昭和 31）年には「特殊健康診断指

導指針」（昭和 31・5・18・基発第 308号）
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が有害な又は有害なおそれのある主要業務

23業務について、業務ごとに特別な項目を

検査する特殊健康診断の仕組みを示し、こ

れに基づき指導勧奨がなされた（この点に

関しては、1. 3．1. 3も参照）。1963（昭

和 38）年には、「健康診断結果に基づく健

康管理指針」（昭和 38・8・19 基発第 939

号）がその事後措置（健康管理区分表等）

の仕組みを示した 190。 

 その後、1959（昭和 34）年に電離則、1960

（昭和 35）年に有機則、1961（昭和 36）年

に高気圧障害防止規則（現行の高圧則の前

身となる規則）、1967（昭和 42）年に鉛則、

1971（昭和 46）年には特化則が制定され、

それぞれの特別則の中で、特殊健康診断に

ついて規定された。 

 

5．3．1．4 安衛法制定後の規制内容 

1972（昭和 47）年に安衛法が制定される

と、本条が設けられ、後述の改正点を除け

ば、このときの規定が基本的には現行法ま

で引き継がれている。また、安衛法の下で

の新たな安衛則については、1972（昭和 47

年 9 月 30 日に公布され、同年 10 月 1 日か

ら施行された。これにより、健康診断の実

施は、事業の規模や業務の如何にかかわら

ず、義務付けられることとされた（施行通

達・昭和 47・9・18基発第 601号の 1）。 

その後、安衛法は 1977（昭和 52）年に改

正され（昭和 52・7・1 法律第 76 号）、健

康診断の結果の記録義務が新たに規定され

たほか（安衛法第 66 条第 6 項（当時））、

健康診断の結果に基づく事後措置として、

従前から記載されていた「就業場所の変更、

作業の転換、労働時間の短縮」等の措置に

加え、「その他の適切な措置」として、「作

業環境測定の実施、施設又は設備の設置又

は整備」を新たに規定した。このときの改

正では、作業環境評価に関する規定が新た

に導入されているが、作業環境測定の結果、

有害物の濃度が高いような場合には、必要

に応じて施設の設置、健康診断の実施等の

措置を講ずべきこととする一方、健康診断

の結果、有所見者が多く見られるような場

合には、その作業場における作業環境を見

直し、必要に応じて作業環境測定の実施、

施設の設置等労働者の健康障害を防止する

ための措置を講ずべきこととしたものとい

える（施行通達・昭和 53・2・10 発基第 9

号）。また、健康管理においても、評価の

前提としての記録が求められたと解される。 

その後、1996（平成 8）年の改正（平成 8・

6・19法律第 89号）では、医師からの意見

聴取に係る規定（安衛法第 66条の 4）、事

後措置指針に関する規定（同第 66条の 5）、

労働者に対する一般健康診断結果の通知の

規定（同第 66条の 6）、保健指導に関する

規定（同第 66条の 7）が、1999（平成 11）

年の改正（平成 11・5・21法律第 45号）で

は、深夜業に従事する労働者の自発的健康

診断提出に係る規定が導入されている。 

 

5．3．1．5 定期健康診断項目の変遷等 

定期健康診断の健診項目は後掲図表 5-6

のとおり変遷しているが、その経緯につい

て以下論じる。 

1972（昭和 47）年時点での雇入時健康診

断及び定期健康診断の項目としては、従前

から健康診断項目とされていた、身長、体

重、視力及び聴力の検査（雇入時健康診断

については、色覚の検査）、エックス線検

査（及び喀痰検査）に加えて、既往歴及び
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業務歴の調査、自覚症状及び他覚症状の有

無の検査、血圧の測定、尿検査が追加され

ている。このうち「自覚症状及び他覚症状

の有無の検査」が追加されることに伴い、

「感覚器、循環器…その他の臨床医学的検

査」の表現は削除された。これは、労働者

の訴えおよび問診に基づいて、検査すべき

項目を医師の判断に委ねるとの趣旨である

191。 

また、定期健康診断や雇入時の健康診断

の際に結核の発病のおそれがあると診断さ

れた労働者については、その後おおむね 6

か月後に、①エックス線直接撮影による検

査及び喀痰検査、②聴診、打診その他必要

な検査について医師による健康診断（結核

健康診断）を行うことが定められている（旧

安衛則第 67条）。 

このうち、業務歴の調査については、他

の健診項目で得られた情報と当該労働者が

従事する業務との関連が考察対象とされて

いるものであり、この項目が追加されたこ

とにより、定期健康診断が全国民を対象と

する結核健診網の一翼を担うという機能だ

けでなく、労働者健診としての機能を果た

すことを示すものといえる 192。 

1989（平成元）年における安衛則の改正

においては、貧血検査、肝機能検査、血中

脂質検査、心電図検査が追加されている。

これは、高齢化社会の著しい進展等により、

脳血管疾患、高血圧症、虚血性心疾患等の

いわゆる成人病を有する労働者が増加して

いること、成人病を有する労働者に対し、

職務上の適正な配慮がなされない場合には

これらの疾病が増悪するリスクがあること、

成人病は、いったん発症すると適切な健康

管理をしない限り進行することが多いこと

をを踏まえたものである (平成元・8・22

基発第 462号)。 

また、1989（平成元）年の改正により、

企業活動の国際化とともに、海外で働く労

働者の数も年々増加していることを踏まえ、

海外派遣労働者の健康診断も新設されてい

る。 

1998（平成 10）年における安衛則の改正

では、HDL コレステロールの量の把握、血

糖検査の追加とともに、尿中の糖の検査が

追加された。HDL コレステロール量の把握

は、高齢化の進展等により脳・心臓疾患等

につながる所見を有する労働者が増加して

おり、「過労死」が社会的に問題となって

いる状況を踏まえて追加されたものである

（平成 10・6・24 基発第 396 号）。また、

血糖検査の追加は、尿糖の検査だけでは見

逃しがちな糖尿病の早期把握を可能とする

ために追加されたものである。また、この

ときの改正により、肥満度を判定する BMI

（体重(kg)/(身長(m))2で算出される）につ

いて、肥満の予防や改善のための指導を適

切に行うのに有効な指数であるとして、健

康診断個人票に記載しなければならないこ

ととされた。このように、同改正を契機と

して、労働安全衛生法上の一般健康診断が

生活習慣病に係る健康管理に大きな役割を

果たすようになった 193。 

なお、上記通達（平成 10・6・24 基発第

396 号）においては、健康診断実施に際し

ての留意事項として、「問診の充実につい

て」も触れられており、「脳・心臓疾患に

ついてはストレスや生活習慣が重要な発

症・増悪要因であることから、喫煙、飲酒

を含む生活習慣に関する事項についても問

診を行うことが望ましいこと。ただし、問
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診の実施に当たっては、労働者のプライバ

シーに十分配慮する必要があること」と規

定している。 

2001（平成 13）年における安衛則の改正

では、色覚検査が健康診断項目から廃止さ

れた。色覚異常についての知見の蓄積によ

り、色覚検査において異常と判別される者

であっても、大半は支障なく業務を行うこ

とが可能であることが明らかになってきて

いること、さらに色覚検査において異常と

判別される者について、業務に特別の支障

がないにもかかわらず、事業者において採

用を制限する事例も見られること等の事情

に基づくものである（平成 13・7・16 基発

第 634号）。 

2007（平成 19）年における安衛則の改正

では、健診項目として腹囲が追加された他、

血中脂質検査のうち、総コレステロールに

代えて、LDLコレステロールを導入された。

腹囲の追加は、BMIよりも腹囲（内臓脂肪）

が脳・心臓疾患の発症と関連するとの報告

が数多くなされ、日本内科学会等 8 学会よ

りなるメタボリックシンドローム診断基準

検討委員会や国際糖尿病学会でも基準の必

須項目に取り入れられるなど、腹囲（内臓

脂肪）が肥満のリスク指標として優れてい

ることが明らかとなったことに基づくもの

である。また、LDL コレステロールの導入

は、日本動脈硬化学会が示す動脈硬化性疾

患診療ガイドラインにおいて、単独で脳・

心臓疾患の原因となる動脈硬化の強い危険

因子になると指摘されているものであり、

治療目標値は LDL コレステロールを主体と

し、血清総コレステロール値を参考値とす

るとされているところを踏まえたものであ

る。また、尿糖検査については、血糖検査

を健診項目に追加した 1998（平成 10）年改

正時に医師が必要でないと認めるときは省

略できるとされていたが、血糖検査では、

健診受診者の状況によっては、必ずしも正

確な値を得られない場合もあること、血糖

検査だけで把握できない糖尿病の疑いがあ

る者を、より正確に把握することが可能で

あることから、2007（平成 19）年改正では、

尿糖検査は血糖検査を補完する検査として、

省略できないものとされた（平成 20・1・

21基発第 0121001号）。 

 2009（平成 21）年改正では、結核健康診

断（雇入れ時、定期健診等において、結核

の発病のおそれがあると診断された労働者

に対し、その後おおむね 6 月後に行われる

エックス線直接撮影による検査及び喀痰検

査等の健康診断）が廃止された。これは、

広く国民を対象とする定期健康診断の実施

について定める結核予防法の 2004（平成

16）年改正（平成 16年法律第 133号）にお

いて、「一律的・集団的な定期の健康診断

の患者発見率は極端に低下しており、政策

的必要性及び精度管理面から不都合となっ

ているため、定期健診の対象者、定期及び

回数について、効率化・重点化を図る観点」

から見直しがなされたことを踏まえたもの

である（平成 16・10・18健発第 1018001号）。

すなわち、結核予防法においては、従前、

19歳以上の事業所の従事者については、定

期の健康診断として年 1 回、定期の健康診

断で結核発病のおそれありと認められた場

合には、半年後に再度健康診断の実施が義

務付けられていたが、同改正により、結核

菌にばく露される機会が多い職種又は必ず

しも結核に感染する危険は高くないものの、

発症すれば二次感染を起こす危険性が高い
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職種である学校、病院、社会福祉施設に限

定して年 1 回の定期健康診断の実施を義務

付けることとなった 194。ただし、通達（平

成 21・3・11 基発第 0311001 号）において

は、結核発病のおそれがあると診断された

労働者に対し、事業者は、健康診断結果に

基づき事業者が講ずべき措置に関する指針

(平成 8 年健康診断結果措置指針公示第 1

号)に基づき、再検査又は精密検査受診を勧

奨する必要があること、また、健康診断結

果にかかわらず、長引く咳等の結核を疑う

症状が認められる労働者に対して、事業者

が、速やかに医療機関への受診を勧奨する

よう留意することとされている。 

 なお、結核予防法は 2006（平成 18）年に

廃止され、感染症法に統合されている。 

5．3．1．6 特殊健康診断に係る規制の柔

軟化 

 2021（令和 3）年 7月 19 日に公表された

「職場における化学物質等の管理のあり方

に関する検討会」報告書においては、化学

物質管理について自律的管理型の規制への

移行が目指され、これに基づき省令改正（令

和 4・5・31 厚生労働省令第 91 号）等がな

されたが、その中では、作業環境管理やば

く露防止対策が適切に実施されていること

を条件に特殊健康診断の実施頻度を緩和で

きるとする規制の導入が図られている（こ

の点については、1．3．1．8も参照）。 

 

5．3．2 背景となった災害等 

 特殊健康診断に関する規定の背景となる

疾病（職業病）については、安衛法第 65条

や第 65条の 2において述べたところと重な

るため、以下では定期健康診断の規定の変

遷に係る疾病構造の変化について示すこと

とする。 

 5．3．1 で述べたように、定期健康診断

の実施勧奨が求められるに至った昭和初期

の罹患率については以下の記録がある。

1927（昭和 2）年以降の健康保険事業報告

によれば、結核罹患率は大規模工場の健康

保険組合においても増加傾向にあり、政府

管掌の小規模工場も加えるとその傾向は一

層顕著であったとされる。1930（昭和 5）

年の罹患率については、男子 8.2％、女子

17.2％との数値が示されている 195。 

 また、死因別にみた場合に 196、1938（昭

和 13）年から 1943（昭和 18）年にかけて、

結核による死亡者数が 15万人程度から、17

万人程度まで増加傾向が認められるのに対

し、1950（昭和 35）年頃から死亡者数は著

しく減少し、1951（昭和 36）年には、10万

人を下回った。また、脳血管疾患、がん（悪

性新生物）、心疾患の死因順位は、年々上

昇し、1951（昭和 36）年には、結核に代わ

って脳血管疾患が第 1 位になった。更に

1953（昭和 38）年にはがんが第 2位、1958

（昭和 43）年には心疾患が第 3 位となり、

いわゆる成人病（生活習慣病）が死因順位

の上位を占めるようになった（図表 5-7）。

なお、1955（昭和 40）年頃にがんが脳卒中

を上回り、死因別にみた死亡率の一位とな

り、その後も死亡率は急激に上昇している。

定期健康診断項目に貧血検査、肝機能検査、

血中脂質検査、心電図検査等が追加された

1989（平成元）年頃の死因順位は、がんが

第 1 位、心臓病が第 2 位、脳卒中が第 3 位

となっている（図表 5-8）。 
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5．4 適用の実際 

5．4．1 一般健康診断 

 2020（令和 2）年の「労働安全衛生調査

（実態調査）」のうち事業所調査によると、

正社員に対して一般健康診断を実施した事

業所の割合は 95.7％、契約社員に対して実

施した割合は 92.7％、正社員の週所定労働

時間の 4 分の 3 以上働くパートタイム労働

者に対して実施した割合は 90.1%であるが、

正社員の週所定労働時間の 2 分の 1 以上 4

分の 3 未満働くパートタイム労働者では

65.0％、2 分の 1 未満働くパートタイム労

働者では 44.6％である。 

また、2020（令和 2）年の「労働安全衛

生調査（実態調査）」のうち個人調査によ

ると、「一般健康診断を受けた」と回答す

る者が 86.8％である。就業形態別にみると、

「一般健康診断を受けた」と回答する正社

員が 93.2％、契約社員が 96.5％であるのに

対し、パートタイム労働者は 58.8％、派遣

労働者は 73.5％である。一般健康診断を受

けていない理由としては、「健康診断が実

施されなかった」（33.8%）、「他のところ

で受けた」（30.7%）がいずれも 3割と多く、

その他、「多忙であった」（7.6%）、「面

倒だった」（6.7%）との回答が選択されて

いる。 

また、労働者全体のうち一般健康診断を

受けて「所見あり」と通知された者が 37.9％、

「なし」と通知された者が 46.0％、「通知

を受けていない」と回答する者が 2.9％で

ある。「所見あり」と通知された者の中で

要再検査・再治療の指摘を受け、再検査・

治療を受けた者が 50.8％、指摘を受けたの

に受けなかった者が 24.7％、指摘を受けて

いない者が 24.4％である。 

「令和 3 年定期健康診断結果報告」によ

ると、定期健康診断による有所見率は、2021

（令和 3）年において 58.7％であり、1994

（平成 6）年からの推移をみると増加傾向

にあることがうかがわれる。また、診断項

目別にみると、特に、血中脂質（33.0％）

において顕著な増加傾向がみられる他、血

圧（17.8％）、血糖検査（12.5％）におい

ても増加傾向が認められる（図表 5-9）。 

 

5．4．2 特殊健康診断 

 2018（平成 30）年の「労働安全衛生調査

（実態調査）」のうち事業所調査によると、

特殊健康診断実施率は概ね 8～9 割程度の

業務が多いものの、特定化学物質を製造又

は取り扱う事業所（64.5％）、有機溶剤業

務を行う事業所（53.7%）の実施率がやや低

い (図表 5-10-1)。同じ調査の受診率につ

いては、現在又は過去に石綿取扱い業務に

従事した者の健診受診率（49.9%）や現在又

は過去に粉じん作業に従事した者の就業

時・離職時等のじん肺健康診断の受診率

（46.5％）、1 年に 1 回のじん肺健康診断

の受診率（67.5％）がやや低く、その他は

8～9割である（図表 5-10-2）。 

また、事業所調査によれば、延受診者数

を分母とした場合の有所見率は、石綿取扱

い業務がある事業所（19.2％）、1 年に 1

回のじん肺健康診断（29.1％）において高

い（図表 5-10-1）。 

 

5．4．3 健康診断の実施機関 

 「平成 24年労働者健康状況調査」（事業

所調査）によると、健康診断の実施機関と

して、自社病院・診療所等が 5.3％、健診

を主たる業務とする健康診断機関が 53.0％、
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病院・診療所（健診を従たる業務とする病

院・診療所含む）が 38.6％、その他 2.9％、

不明 0.2％である。 

 

5．4．4 定期健康診断不実施の理由 

 「平成 24年労働者健康状況調査」（事業

所調査）によると、定期健康診断を実施し

なかった事業所のうち、不実施の理由（複

数回答）として、「健康診断施する日程や

時間がとれない（とりにくい）」が 43.4％、

「健康診断を実施する費用がない（費用が

高額である）」が 34.6％、「健康診断を実

施する適当な健診機関や医療機関がない

（見つからない）」が 14.3％、「健康診断

を実施する必要性を感じない」が 11.2％、

「健康診断に関する事務が負担である」が

7.6％、「その他」が 46.6％である。 

 

5．4．5 監督の状況 

5．4．5．1 定期監督における法違反状況・

送検件数 

「労働基準監督年報」によれば、定期監

督における本条に基づく健康診断実施義務

違反の状況は下記のとおりである。概ね 2

万件程度の違反があることがうかがわれる。 
 

定期監

督等実

施事業

場数 

同違反

事業場

数 

66条違反 
 

1999 

（平成 11） 

146160 87285 8206 

2002 

（平成 14） 

131878 82744 10028 

2011 

（平成 23） 

132829 89586 16459 

2012 134295 91796 17475 

（平成 24） 

2013 

（平成 25） 

140499 95550 18839 

2014 

（平成 26） 

129881 90151 18747 

2015 

（平成 27） 

133116 92034 20190 

2016 

（平成 28） 

134617 89972 19716 

2017 

（平成 29） 

135785 92695 20586 

2018 

（平成 30） 

136281 93008 22359 

2019 

（平成 31） 

134981 95764 27618 

※１ 

2020 

（令和 2） 

116317 80335 20153 

※１ 

森山誠也氏が集計した資料を基に作成 

※１ 2019（平成 31）年以降は、安衛法第 66

条乃至 66 条の 6 違反を集計したもの 

 

 「令和 2年度労働基準監督年報（第 73回）」

によれば、本条に紐づく特別規則等省令違

反の状況は下記のとおりであり、専ら定期

健康診断に係る義務違反が監督の対象とな

っていることがうかがわれる。特殊健康診

断実施義務に係る違反では、有機則関連、

特化則関連の違反割合が高い。 

安衛則 19171 

有機則 816 

鉛則 12 

四アルキル鉛則 0 

特化則 560 

石綿則 14 

高圧則 1 

電離則 24 
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除染則 1 

 

 他方、健康診断実施義務違反が直ちに労

働者の生命・身体に対して影響を及ぼさな

いためか、送検事件件数は少ない（なお、1

つの事件で複数の被疑条文がある場合、主

たる被疑条文のみ集計されている）。 

 

  総計 66 条違反 

1999（平成 11） 784 1 

2002（平成 14） 667 0 

2011（平成 23） 542 1 

2012（平成 24） 614 10 

2013（平成 25） 560 3 

2014（平成 26） 628 1 

2015（平成 27） 550 2 

2016（平成 28） 497 7 

2017（平成 29） 474 3 

2018（平成 30） 529 1 

2019（平成 31） 469 1 

2020（令和 2） 505 1 

森山誠也氏が集計した資料を基に作成 

 

5．4．5．2 監督の実際 

 監督実務経験者 197によれば、健康診断だ

けを重点として臨検監督することはなく、

法定健診の実施の有無について定期監督、

災害時監督等の際に併せて確認するのが通

常とのことである。特に、雇入れ時健康診

断、定期健康診断の実施の有無については、

衛生監督では必ず確認がなされる。また、

衛生監督以外の監督でも健康診断実施義務

違反は比較的容易に確認される。近時は受

診率向上により、職場全体での受診率の向

上を指導するというよりも、受診しなかっ

た個々の労働者のフォローを指導すること

が多いとのことである。なお、レントゲン

による被ばくを怖れて健診を拒否した労働

者（妊娠中の労働者を含む）への対応につ

いて企業側が悩んでいるケースもみられる

が、法違反とまではいえないとの扱いをし

ている。 

「令和 2 年度本研究プロジェクトによる

行政官・元行政官向け法令運用実態調査（三

柴丈典担当）」によれば、定期健康診断を

実施していないことを理由に安衛則第 44

条を適用して監督指導を行ったとの回答が

4 件寄せられている。このうち 1 件は、労

働者が 30 名規模の製造業の事業場におい

て、定期健康診断の実施状況を確認したと

ころ「各自に任せている」とし、事業場が

主体的に健康診断を実施しているとはいえ

ないケースであったとされる。また、安衛

則の適用にあたり、「常時使用する労働者」

に当たるか否かの判断に悩みを抱えている

とみられる回答がみられる。この点に関し

ては、監督実務の経験者からの情報提供に

おいても、常時性の解釈が各局、各監督官

でそれぞれ異なっているとの指摘がなされ

ている。「臨時でなければ常時である」と

の理解に立ち、この旨説明して法違反を指

摘したこともあるが、事業者と押し問答に

なるケースもあったとのことであり、基準

としての不明瞭性が問題になっているとい

える 198。 

さらに、上記アンケートにおいては、健

康診断結果の通知（安衛法第 66条の 6、安

衛則第 51条）や監督署への健康診断結果報

告（安衛法第 100条、安衛則第 52条）につ

いても違反があれば併せて適用するとの回

答が寄せられている。それらの違反が重な
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らない初めて適用するとの趣旨ではないだ

ろうが、実際には違反が重なると適用しや

すいとの趣旨を含むと察せられる。 

 特殊健康診断に関する監督指導の例とし

ては、ドラフトチャンバー内で、発煙硝酸

を使用し、電子部品の検査業務を行ってい

る労働者に対し、年 1 回の一般健康診断の

み実施し、6 月以内ごとに 1 回、定期に歯

科医師による健康診断（安衛則第 48条）を

行っていなかったことによるものとイソプ

ロピルアルコール含有の洗浄剤を使用して

金属製品の洗浄を行なっていた労働者につ

いて、有機溶剤に係る特殊健康診断を行な

っていなかった事例が挙げられている。 

 

5．4．6 刑事事件判決の例 

LEX/DB において、「労働安全衛生法」、

「健康診断」で刑事事件を検索すると 2 件

の事件がヒットする。 

労働安全衛生法違反、労働基準法違反被

告事件・大阪地判平成 12・8・9 判時 1732

号 152頁では、1996（平成 8）年から 10年

にかけて、採用時健康診断および定期健康

診断を行わなかったこと、計 158 時間程度

の違法な時間外労働を行わせていたこと、

また、割増賃金を支払わなかったことによ

り、被告法人及び代表取締役社長に対し、

それぞれ罰金 40 万円を科す判決が示され

ている。量刑に際しては、会社設立後継続

して健康診断を怠ってきたというものでは

なく、時期は固定していないもののほぼ毎

年いずれかの時期に健康診断はしてきたこ

と、1996（平成 8）年 4 月に実施した定期

健康診断の結果に不合理な点があり、病院

を代えようとしたが適切な医療機関が見つ

からないまま日時を経過させてしまったこ

と等が考慮されている。 

 労働安全衛生法違反、有印私文書偽造、

同行使被告事件・長崎地判平成 18・10・3

労判 923号 93頁では、会社内で人材派遣業

務全般を統括管理していた被告人が、新規

の派遣労働者 2 名を雇用する際、雇入時の

健康診断を行っていたら派遣締切に間に合

わないとして、これを行わず、会社従業員

を利用するなどして、医師名義の健康診断

個人票を偽造し、派遣先に提出して行使し

た事案である。判決は、会社の利益を優先

する余り、労働者の健康管理をないがしろ

にした点で悪質である点、医師名義の健康

診断個人票に対する社会的信用を損ねてで

も会社の利益を守ろうとした点においても

悪質である点、罪となるべき犯行以外にも、

平成 15 年以降、50 人程度の労働者を雇用

するに際し健康診断を実施しておらず、20

人程度の労働者については、健康診断は実

施したが、その結果を書き換えたりしてい

ることが考慮され、懲役 1年 6月、罰金 30

万円、執行猶予 3年が言渡された。 

 

5．4．7 歯科健康診断 

 「令和 2年労働安全衛生調査（実態調査）」

の事業所調査の結果によれば、歯科健診を

実施した事業所は全事業所のうち 4.0％で

あり、本条に基づく歯科健診を実施したの

は 0.2％、それ以外の歯科健診を実施した

のが 3.8％である。 

監督実務経験者からの情報提供によれば、

鉛蓄電池の製造工場で製品に充電する際に

硫酸ミストが発生する箇所、メッキ工場で

酸洗いに塩酸を使用していた事業場、研究

で弗酸を使用している事業場などで歯科健

診の実施を是正勧告したことがあるとのこ
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とである。もっとも、「発散する場所」と

ある以上、単に塩酸や硫酸があるというだ

けでは法違反とは断定できないこと、実際

に歯牙酸蝕症での症例が少ないこと等の事

情により、違反の指摘に消極的な監督官も

いるとのことである 199。 

 

5．5 関係判例 

5．5．1 安全配慮義務の内容としての健康

診断実施義務 

5．5．1．1 健康診断の不実施 

富士保安警備事件・東京地判平成 8・3・

28 労判 694 号 34 頁は、警備会社従業員 A

が、勤務時間中に脳梗塞で死亡したため、

遺族である原告が被告らに対して、安全配

慮義務違反に基づき、損害賠償請求をした

事案である。 

同判決は、「被告会社は、…雇用契約上

の信義則に基づき、使用者として労働者の

生命、身体、健康を危険から保護するよう

配慮すべき義務（安全配慮義務）を負い、

その具体的内容として、労働時間、休憩時

間、休日、休憩場所等について適正な労働

条件を確保し、さらに、健康診断を実施し

たうえ、労働者の健康に配慮し、年齢、健

康状態等に応じて、労働者の従事する作業

内容の軽減、就業場所の変更等適切な措置

をとるべき義務を負う」とした上で、「被

告会社は、労働基準法及び就業規則に定め

る労働時間、休日の保障を全く行わず、恒

常的な過重業務を行わせながら、A を採用

して以降、健康診断を実施せず、健康状態

の把握を怠ったうえ、A が就職当初から高

血圧症の基礎疾患を有することを認識でき

たにもかかわらず、その後の勤務内容等に

ついて、年齢、健康状態等に応じた作業内

容の軽減等適切な措置を全くとらなかった

結果、前記のとおり、A の基礎疾患と相ま

って、Aの脳梗塞を発症させたものである」

として損害賠償請求を一部認容した。なお、

被告は、行政機関の健康診断を受診するよ

うに促していたこと、A の勤務先は、病院

であることから、本人が希望すれば、いつ

でも健康診断等を受けることができたこと

を理由に義務違反はないことを主張してい

たが、実質的に有給休暇が保障されていな

かったこと、「事業主が実施すべき健康診

断を従業員が自らの負担により受診しなか

ったからといって、その責任を従業員に転

嫁することは許されない」ことを理由に、

かかる主張は排斥されている。 

 同判決は、健康診断の実施が安全配慮義

務の内容となることを認めたものである。

本条第 5 項但書においては、労働者の医師

選択の自由を保障する観点から、労働者が

自らの負担により医療機関を選択し、健康

診断を受けることも認められているが、同

判決は、こうした可能性があることは、事

業主の健康診断をおよそ実施していない場

合に、健康診断実施義務違反の責任を免れ

させるものではないことを明らかにしたも

のといえる。なお、同判決は、有給休暇の

保障が実質的になされていないことについ

ても免責を認めないことを基礎づける事情

として言及する。そのこと自体は適切であ

るが、本条に基づく健康診断が実施された

といえるためには、健康診断の受診を目的

とする有給休暇がとれる状態になっている

ことに加えて、健診にかかる費用が事業者

により負担されていたり、受診を勧奨する

などの対応をとることが必要になると思わ

れる。 
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5．5．1．2 不十分な健診項目 

真備学園事件・岡山地判平成 6・12・20

労判 671号 42頁は、脳内出血により死亡し

た高校教師の遺族が原告らとなり、学校法

人である被告に対し安全配慮義務違反を理

由として損害賠償請求がされた事案である。

被告は、毎年一回民間医療機関に対し、胸

部エックス線間接撮影並びに尿中の糖及び

蛋白の有無の検査を委託するにとどまり、

また、血圧については、学校の保健室に血

圧計を常時二基設備して職員が自由に血圧

を測定することができるようにしていたが、

法定の健康診断の一項目として血圧検査が

実施されたことはなかった。また、健康診

断個人票が作成されることはなく、校医が

健康管理を行うこともなかった。 

同判決は、事業者に責務（安衛法第 3 条

第 1 項）、健康診断実施義務及び事後措置

を講じる義務（安衛法第 66条第 1項、同 7

項（現：第 66条の 5）、安衛則第 44条）、

産業医の選任義務（安衛法第 13 条、同施行

令第 5条、安衛則第 14 条第 1項）を課す諸

規定、さらには、学校保健法に基づく健康

診断実施及び事後措置の義務（同法第 8条、

同法施行規則第 10 条、同規則第 12 条、同

規則第 13条）、学校医の選任義務の規定（学

校保健法第 16条第 1項、同 4項）の趣旨に

照らし、「事業者である被告は、学校の設

置者として、学校に勤務する職員らのため

に前記労働安全衛生法乃至学校保健法等の

規定する内容の公的責務を負担すると同時

に、右規定の存在を前提に、被告と雇用契

約関係にある職員らに対しても、直接、右

雇用契約関係の付帯義務として、信義則上、

健康診断やその結果に基づく事後措置等に

より、その健康状態を把握し、その健康保

持のために適切な措置をとるなどして、そ

の健康管理に関する安全配慮義務を負うも

のというべきである」とする。 

 その上で、定期の健康診断の項目に血圧

検査があれば、亡教師の悪性の高血圧症は

容易に判明したものということができたこ

と、亡教師に尿検査の受検を促し、結果の

報告を義務付け、健康診断個人票を作成し

ていれば、悪性の高血圧症の原因ともいう

べき腎疾患の存在と程度を含む総合的な健

康状況を容易に把握し得た筈であり、そう

であれば、抜本的対策（教頭代行の交替等

職務負担の大幅軽減、場合によっては一時

入院等の措置）をとることが期待できたは

ずであるのにこれを怠ったとして、「これ

らの健康管理に関する措置や体制の整備を

漫然と怠っていた当時の学校の態度は、前

記諸法規の要求する労働安全衛生保持のた

めの公的な責務を果たさない不十分なもの

であったと同時に、職員らに対する雇用契

約関係上の付帯義務として信義則上要求さ

れる健康管理に関する安全配慮義務にも反

していたものと認めるのが相当である。」

とした。被告は、亡高校教師が既に専門医

を受診しているとしたことをもって、安全

配慮義務違反はないとの主張をしたが、同

判決は、「被告において職員らの健康を自

ら主体的に把握し、その健康状態に応じた

職務上の措置を採るべきことに変わりは

な」いとして、この主張を排斥した。 

 同判決は、健康診断実施義務が安全配慮

義務の内容となること、本条に基づく健康

診断が実施されたと認められるためには、

安衛則に規定される全ての項目について健

康診断が実施される必要があること、労働
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者が専門医を受診し、そこで健康管理を受

けていることをもって、事業者が健康診断

実施義務を免れる訳ではないことを明らか

にしているといえる。 

 

5．5．1．3 健康診断において求められる

医療水準 

東京海上火災保険・海上ビル診療所事

件・東京高判平成 10・2・26 労判 732号 14

頁は、レントゲン写真の異常陰影が見過ご

されるなどしたことにより、肺癌に対する

処置が手遅れとなったと主張して、死亡し

た労働者の遺族が、勤務先及び医師らに対

し、安全配慮義務違反又は不法行為に基づ

く損害賠償請求を請求した事案である。 

 同判決は、「一般の企業において、その

従業員に対する定期健康診断の実施は、労

働契約ないし雇用契約関係の付随義務であ

る安全配慮義務の履行の一環として位置づ

けられるものであるとしても、信義則上、

一般医療水準に照らし相当と認められる程

度の健康診断を実施し、あるいはこれを行

い得る医療機関に委嘱すれば足りるのであ

って、右診断が明白に右水準を下回り、か

つ、企業側がそれを知り又は知り得たとい

うような事情がない限り、安全配慮義務の

違反は認められない」とする一審判決を維

持し請求を棄却した。同判決はまた、仮に

医師や医療機関の過失について勤務先の責

任を認めるとすれば、それは、定期健康診

断を実施する医師ないし医療機関の具体的

な個々の医療行為につき指揮監督すべき義

務を負わせることになって妥当でないとす

る。 

 同判決からは、安全配慮義務の内容に含

まれる定期健康診断の実施とは、具体的に

は、一般医療水準に照らし相当と認められ

る程度の健康診断を実施し、あるいはこれ

を行い得る医療機関に委嘱することであり、

かつ、それをもって足りるということが確

認できる。 

5．5．1．4 健康診断の事後措置 

システムコンサルタント事件・東京高判

平成 11・7・28労判 770号 58頁は、コンピ

ューターソフトウェア開発業務に従事して

いた亡Ａが脳幹部出血により死亡したのは、

Ｙ社において過重な業務に従事したことが

原因の過労死であるとして、安全配慮義務

違反を理由として損害賠償を請求した事案

である。亡Ａの死亡前 1 年間の総労働時間

は合計 2859.5時間であり、結婚により休暇

を取った月を除くと、月の労働時間は概ね

200～300時間であった。また、プロジェク

トの実質的責任者としてスケジュール遵守

を求める発注会社と、増員や負担軽減を求

める協力会社の板挟みにあっていた。亡Ａ

は入社当時から、高血圧（140／92）であっ

たが、約 10年間で心拡張も伴い高血圧が相

当増悪したことが認められており、長時間

労働に伴う精神的ストレスにより脳出血発

症に至ったと認定されている。 

同判決は、Ｙ社が高血圧が相当程度増悪

していたことを認識していたとすれば、「Ｙ

社は、具体的な法規の有無にかかわらず、

使用者として、太郎の高血圧をさらに増悪

させ、脳出血等の致命的な合併症に至らせ

る可能性のある精神的緊張を伴う過重な業

務に就かせないようにするとか、業務を軽

減するなどの配慮をする義務」を負うべき

ところ、特段の負担軽減措置をとることな

く、同義務を怠ったとしてＹ社の損害賠償

責任を認めた。 
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 定期健康診断に基づく事後措置の規定は

1999（平成 11）年の法改正により導入され

たものであり、事件当時はなかったが、同

判決は、こうした具体的規定がないとして

も、労働者の高血圧症を認識した使用者は

業務軽減の配慮をする義務を負うと判断し

ている。同判決からは、定期健康診断の結

果が、配慮が必要であることについての使

用者の認識可能性（予見可能性）を導きう

ること、事後措置の不実施が安全配慮義務

違反を基礎づけることが示唆される。 

 

5．5．2 労働者の受診義務 

5．5．2．1 過失相殺における考慮 

5．5．1．1で取り上げた真備学園事件・

岡山地判平成 6・12・20労判 671号 42頁は、

脳内出血により死亡した教師が、被告が民

間機関に委託して実施していた尿検査を全

く受検しておらず、主治医から入院治療を

勧告され、入院しない場合は仕事量を 6 割

方に減らすよう勧告を受けるまでに至った

にもかかわらず、これを申告しなかったこ

と、申告したとすれば配慮を受けられた可

能性があることなどから、自己の健康管理

に対する落ち度があるとして、4 分の 3 の

過失相殺が認められている。その際、本条

第 5 項が労働者に受検義務を課しているこ

とに言及するほか、「本来他人には即座に

計り知れ難い領域を含む健康管理は第一義

的には労働者本人においてなすべき筋合い

のものである」との判示がなされている。 

他方、5．5．1．4で取り上げたシステム

コンサルタント事件・東京高判平成 11・7・

28 労判 770 号 58 頁は、Ｙ社による「自己

責任の原則」の主張に対しては、「確かに、

労働者が自身の健康を自分で管理し、必要

であれば自ら医師の診断治療を受けるなど

すべきことは当然であるが、使用者として

は、右のように労働者の健康管理をすべて

労働者自身に任せ切りにするのではなく、

雇用契約上の信義則に基づいて、労働者の

健康管理のため前記のような義務を負う」

とし、損害賠償責任を否定することはしな

かったが、Ｙ社からの指示にも関わらず、

亡労働者が精密検査を受診するなどしなか

ったことや入社当時から高血圧であったこ

とを考慮して、5 割の過失相殺が認められ

ている。 

 上記二判決を踏まえると、労働者の健康

管理については労働者と使用者がそれぞれ

責任を負うことがうかがわれるが、労働者

側もまた健診（法定外健診を含む）の未受

診など健康管理のために必要な行為をしな

い場合には、そのことが過失相殺において

考慮されうることが示唆される。 

 

5．5．2．2 受診拒否を理由とする懲戒処

分  

 愛知県教育委員会（減給処分）事件・最

判平成 13・4・26判時 1751 号 173頁は、地

方公務員である中学校教諭が、病気治療の

ためのエックス線検査による過去のエック

ス線暴露が多くこれ以上の暴露を避けたい

として、エックス線検査の受診命令に従わ

なかったことについて、地方公務員法に基

づく懲戒処分（減給処分）がなされ、その

有効性が争われた事案である。エックス線

検査は、本条のみならず、学校保健法や結

核予防法においてもその実施が学校ないし

市町村に義務付けられるものである。最高

裁は次のように述べて、エックス線検査の

受診命令を適法と認め、懲戒処分の有効性
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を肯定した。 

 まず、同事案の下、エックス線検査によ

る暴露は、健康被害については考慮するま

でもないこと、中学校教諭は別途保健所で

かくたん検査及び血沈検査を受け、異常な

しとの結果について学校に提出しているが、

これらの検査は信頼性がそれほど高くなく、

エックス線検査に代替できるものではない

ことについて判断された。その上で、最高

裁は、安衛法第 66 条第 5項及び結核予防法

第 7 条第 1 項に基づく労働者（職員）の受

診義務について触れた上で「学校保健法に

よる教職員に対する定期の健康診断、中で

も結核の有無に関する検査は、教職員の保

健及び能率増進のためはもとより、教職員

の健康が、保健上及び教育上、児童、生徒

等に対し大きな影響を与えることにかんが

みて実施すべきものとされている。また、

結核予防法は、結核が個人的にも社会的に

も害を及ぼすことを防止し、もって公共の

福祉を増進することを目的とするものであ

り、同法による教職員に対する定期の健康

診断も、教職員個人の保護に加えて、結核

が社会的にも害を及ぼすものであるため、

学校における集団を防衛する見地から、こ

れを行うべきものとされているものであ

る」と判示し、「市町村立中学校の教諭そ

の他の職員は、その職務を遂行するに当た

って、労働安全衛生法 66条 5項、結核予防

法 7 条 1 項の規定に従うべきであり、職務

上の上司である当該中学校の校長は、当該

中学校に所属する教諭その他の職員に対し、

職務上の命令として、結核の有無に関する

エックス線検査を受診することを命ずるこ

とができるものと解すべきである」と判示

した。 

同判決をストレートに理解すれば、本条

に基づく受診命令が適法であり、受診義務

違反に対する懲戒処分も有効と解されうる

ことが示唆される。もっとも、同判決にお

いて、結核の有無に関する検査が教職員本

人の健康保持というだけでなく、児童、生

徒等への影響など手段防衛の見地から行わ

れるべきものであることも考慮されている

ことからすると、労働者の健康保持や適正

配置のみを目的とする検査項目との関係で、

労働者が受診を拒否した場合に懲戒処分の

有効性が認められうるかについては、当該

検査項目と職務との関連性やその必要性を

踏まえた上で慎重な検討が必要である 200。

労働者が受診を拒否する場合、使用者は安

全配慮義務に基づく対応や復職可能性の判

断が困難となる可能性があるが、前者につ

いては使用者の配慮義務が一部ないし全部

免責されると解することにより（5．5．2．

1）201、後者については、復職可能性を基礎

づける客観的資料がないとしてなされた復

職不可の判定を正当とすることにより 202解

決可能であり、懲戒処分をもって受診を強

制する必要のあるケースは限られると思わ

れる。 

なお、電電公社帯広電報電話局事件・最

判昭和 61・3・13 労判 470 号 6 頁は、頸肩

腕症候群の精密検査（法定外健診）を指定

病院で受診すべき旨の業務命令を拒否した

ことを理由としてなされた懲戒処分（戒告

処分）に関し、原告労働者には、就業規則

及び健康管理規程に基づき、精密検査を受

診することにより、その健康回復に努める

義務があったとして、その有効性を認めて

いるが、同事案においては、公社から当該

労働者に対し災害補償がなされている事案
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であったこと（すなわち、回復していると

すれば、補償の必要がなくなること）も踏

まえられるべきであり、過度の一般化は避

けるべきであるべきように思われる。 

5．5．3 健康情報収集の必要性 

 富士電機 E＆C事件・名古屋地判平成 18・

1・18労判 918号 65頁は、本条及び安衛法

第 66条の 2及び 66条の 3、安衛則第 44条

1 項の規定を踏まえ、健康診断の検査項目

について異常所見が認められた労働者に対

する関係では、当該労働者の健康を保持す

るために必要な措置について、医師又は歯

科医師の意見を聴くべき義務や事後措置を

行う義務を負うが、これを超えて、精神的

疾患に関する事項についてまで医師の意見

を聴くべき義務やこれに基づき負担軽減の

ための事後措置を行う義務はないと判断し、

職場復帰後にうつ病を再発し、自殺した労

働者の遺族からの損害賠償請求を棄却した。

同判示は精神的疾患という社会的偏見等に

よりプライバシーに対する慎重な配慮が必

要な疾患に関わるものであるが、判決をそ

のまま読めば、本条の規定（特に、定期健

康診断の検査項目について定める安衛則第

44条 1項）が配慮義務の範囲を限定する機

能を果たしているようにも読める。もっと

も、同判示は、使用者は主治医等への意見

聴取等こそしなかったものの、職場復帰に

あたり軽易な業務となるよう配慮しており、

実際に亡労働者にとって業務は過重ではな

かったという事案の下で示されたものであ

り、過重な業務の中で精神的不調がうかが

われる事案に一般化できるものではないし

203、裁判例の中には、健康診断において精

神面の不調を訴えておらず、うつ病に罹患

しているとの診断書等の提出がなかったと

しても、不調の具体的内容や程度等につい

て把握し、産業医などの診察を受けさせる

などの必要があったとするものもある 204。 

また、警察官として採用された者の同意

を得ることなく行われた HIV 検査がプライ

バシーを侵害するものとして違法であると

して、検査実施機関に対して損害賠償が請

求された東京都（警察学校・警察病院 HIV

検査）事件・東京地判平成 15・5・28 労判

852号 11頁は、「個人が HIVに感染してい

るという事実は、一般人の感受性を基準と

して、他者に知られたくない私的事柄に属

するものといえ、人権保護の見地から、本

人の意思に反してその情報を取得すること

は、原則として、個人のプライバシーを侵

害する違法な行為というべきである」とし

つつ、本条に触れ、「健康診断の結果を労

働者の適正配置及び健康管理の基礎資料と

し、もって、使用者をして雇入れ後の労働

者の健康維持に留意させる趣旨」のものと

した上で、雇用契約上の労務を実現し得る

一定の身体的条件を具備することを確認す

る目的で、健康診断を行うことも、その職

種及び労働者が従事する具体的業務の内容

如何によっては許容され得るとする。この

部分の判示の趣旨は明確ではないものの、

本条の趣旨から、使用者による健康情報収

集の必要性を基礎付けようとするものとい

える（なお、被告である検査実施機関は、

安衛則に基づく定期健診の検査項目は、最

低限の項目を法定するもので、職種の内容、

必要性等に応じ、健康診断の項目を追加す

ることが許されるのは当然である、と主張

していた）。 

もっとも、同事案では、対象者の承諾が

ない上、「警視庁が労働安全衛生法の意図
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する労働者（警察官）の適正配置や健康管

理の基礎資料収集という目的のために上記

検査を実施していることを窺わせる証拠」

はなく、警察官の職務遂行に HIV 感染は関

わらないとして、結論において違法と判断

されている。そのため、本条に基づき、健

康情報収集の要請がどの程度導かれるかは

必ずしも明らかになっているとは言い難い。 

このように、健康情報収集の要請と労働

者のプライバシー保護は相反するが、学説

においては、特に、メンタルヘルス情報と

の関係で「安心して情報を伝えられる条件」

（本人同意獲得に向けた努力、メンタルヘ

ルス対策や産業保健体制整備、教育の実施、

不利益取扱いを行わない方針の徹底、情報

安全管理措置、産業保健スタッフとの面接

機会提供、衛生委員会等における情報取扱

い方法についてのルール化）を整備した使

用者は、仮に労働者が情報提供を拒むなど

した場合、それに基因して発生した災害に

ついて免責・減責される他、プライバシー

や情報保護規制との関係でも、情報収集に

ついての正当理由や本人の個別同意の擬制

を認めたりすべきであるとの解釈論が提示

されている 205。ただし、特に後者の点につ

いては、健康情報の取扱いが専ら労働者の

利益の保護の観点から基礎づけられるよう

な場合には、健康情報を秘匿することによ

り不利益を受けるか、健康情報を提供し利

益を受けるかの選択を個々の労働者に選択

させるべき場面もあるとの見解も示されて

いる 206。 

 

5．6 関連規定 

5．6．1 感染症法に基づく健康診断 

 結核の感染防止のための健康診断につい

ては、感染症の予防及び感染症の患者に対

する医療に関する法律（以下「感染症法」

という）においても規定される。すなわち

感染症法第 53条の 2第 1項は、学校長又は

矯正施設の長の他、安衛法上の事業者を名

宛人として、当該事業の業務に従事する者

等を対象に、期日又は期間を指定して、結

核に係る定期健康診断を行うことを義務付

ける。ただし、事業者が労働安全衛生法に

基づく健康診断を実施し、その健康診断に

おいて、喀痰検査、胸部エックス線検査、

聴診、打診その他必要な検査が行われてい

る場合には、感染症法の規定による定期健

康診断を行ったものとみなされる（感染症

法第 53 条の 2 第 4 項、同法第 53 条の 9、

同法施行規則第 27 条の 2）。また、同条に

基づく健康診断の対象者には健康診断の受

診義務が課される（同法第 53条の 3第 1項）。 

感染症法は、上記の他、一類感染症、二

類感染症若しくは新型インフルエンザ等感

染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病

原体保有者又は当該感染症や新感染症にか

かっていると疑うに足りる正当な理由のあ

る者に対し、医師の健康診断を受けること

について、都道府県知事の勧告権について

規定する。都道府県知事は、勧告に従わな

い者について、衛生検査所の職員に健康診

断を行わせることもできるとされる（感染

症法第 17条、同法第 45条）。 

 

5．6．2 特定健康診査と特定保健指導 

 高齢者の医療の確保に関する法律におい

ては、40歳以上の健康保険加入者（被保険

者）を対象として、保険者（健康保険組合、

国民健康保険の場合は市町村）が、特定健

康診査（糖尿病その他の政令で定める生活
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習慣病に関する健康診査）及び特定健康診

査の結果により健康の保持に努める必要が

ある者に対し、特定保健指導を実施するこ

とを定めている（高齢者医療確保法第 20条、

第 24条）。「健康の保持に努める必要があ

る者」とは、特定健康診査の結果、腹囲が

85㎝以上である男性若しくは腹囲が 90㎝ 

ル以上である女性又は腹囲が 85 ㎝未満で

ある男性若しくは腹囲が 90 ㎝未満である

女性であって BMIが 25以上の者のうち、①

血圧の測定、②中性脂肪・HDL コレステロ

ール、③血糖検査のいずれかが一定の基準

を満たしている者であり、いわゆるメタボ

リックシンドロームの者を指す（特定健康

診査及び特定保健指導の実施に関する基準

（平成 19 年厚生労働省令第 157 号）第 4

条）。 

もっとも、加入者が、本条における一般

健康診断のように、特定健康診査に相当す

る健康診断を受けた場合には、この特定健

康診査の全部又は一部を行ったものとされ

る（同第 21 条第 1項）。また、安衛法上の

事業者は、費用を支払って、当該健康診断

の実施を保険者に対し委託することができ

る（同第 2 項）。保険者は、加入者を使用

している事業者・使用していた事業者に対

し、健康診断に関する記録の写しを提供す

るよう求めることができ、事業者は提供す

る義務を負う（同第 27条第 2項、同 3項）。

他方、特定保健指導については、保険者が

定めた特定健康診査等実施計画に基づき、

安衛法第 66条の 7第 1項に基づく保健指導

とは別に実施される。特定保健指導を受け

た労働者については、安衛法に基づく保健

指導を行う医師又は保健師にこれらの特定

保健指導の内容を伝えるよう働きかけるこ

とが適当であるとされている（健診事後措

置指針 2（5）ロ）。 

 

6 第 66条の 2 

6．1 条文 

 

 

6．2 趣旨及び内容 

 深夜業については、「人間の有する一日

単位のリズムに反して動く」というその特

性から、健康影響を及ぼす可能性があると

指摘されている。そのため、深夜業に従事

する労働者の健康管理を充実させる必要が

あるとして導入された規定である（平成

11・5・21発基第 54号）。 

常時使用される労働者であって自発的健

康診断を受けた日前 6 ヶ月間を平均して 1

カ月あたり 4 回以上深夜業に従事した深夜

業従事者が、自己の健康に不安を感じ、事

業者の実施する次回の特定業務従事者の健

康診断の実施を待てないような場合に、自

第第六六十十六六条条のの二二 午後十時から午前

五時まで(厚生労働大臣が必要である

と認める場合においては、その定める

地域又は期間については午後十一時

から午前六時まで)の間における業務

(以下「深夜業」という。)に従事する

労働者であって、その深夜業の回数そ

の他の事項が深夜業に従事する労働

者の健康の保持を考慮して厚生労働

省令で定める要件に該当するものは、

厚生労働省令で定めるところにより、

自ら受けた健康診断(前条第五項ただ

し書の規定による健康診断を除く。)

の結果を証明する書面を事業者に提

出することができる。 
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ら健康診断を受診し、受診した健康診断の

結果を健診受診後 3 か月以内に提出するこ

とができる（安衛則第 50 条の 2、第 50 条

の 3）。労働者が健康診断の結果を 3 か月

以内に事業者に提出した場合には、事業者

が、特定業務従事者健康診断の場合と同様、

健康診断結果についての医師からの意見聴

取、健康診断実施後の措置、健康指導など

の事後措置などを講ずることになる。 

この自発的危険健康診断の結果を証明す

る書面は労働者の受けた健康診断を項目ご

とに、その結果を記載したものでなければ

ならない（安衛則第 50条の 4）。 

本条は、労働者を名宛人とする「できる」

規定であり、罰則の適用は予定されない。

なお、労働者が健康診断を受診しなかった

場合や受診したにもかかわらず、これを提

出しなかったことにより、使用者が適切な

措置をとることができず、結果として、健

康障害が発症・増悪してしまった場合、使

用者が安全配慮義務違反を免れたり、ある

いは、過失相殺の理由とされたりする可能

性がある。 

 

6．3 沿革 

6．3．1 制度史 

 1999（平成 11）年 5 月 14 日に成立した

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部

を改正する法律（法律第 45 号）により、追

加された条文である（2000（平成 12）年 4

月 1 日施行）。改正の背景として、労働者

の健康状況については何らかの所見を有す

るものが 4 割程度を占めるなど、労働者の

健康に対する不安が高まっている中、深夜

業については、公益上・生産技術上の必要

性に加え、国民のニーズの多様化や国際化

への対応から広く行われていることなどが

挙げられている（平成 11・5・21発基第 54

号）207。もっとも、本条導入の直接の契機

となったのは、1998（平成 10年）の労働基

準法改正（時間外労働に関して、労働大臣

（当時）は労使協定で定める労働時間の延

長の限度等について基準（限度基準告示）

を定め、関係労使は労使協定を定めるに当

たり、これに適合したものとなるようにし

なければならないこと等としたもの。限度

基準に法的拘束力はなかった）時の附帯決

議である 208。労働基準法改正時に、連合は

対案として、深夜業については 4 週間につ

き 8回・53時間までとし、かつ、深夜業従

事者については最長 1日 10時間労働とする

規制を要求していた。改正法附則第 12条で

は、「深夜業に関する自主的な努力の促進」

として、「国は、深夜業に従事する労働者

の就業環境の改善、健康管理の推進等当該

労働者の就業に関する条件の整備のための

事業主、労働者その他の関係者の自主的な

努力を促進するものとする」という規定が

設けられ、また、衆議院及び参議院の附帯

決議では、「深夜業に従事する労働者の健

康確保を図るため、労働者が自発的に受診

する健康診断の費用を助成すること及びこ

れら自発的に受診した健康診断についても

その結果に基づく医師の意見を勘案して深

夜業の回数の減少や作業の転換等の措置を

講じなければならないこととするよう労働

安全衛生法の改正を行う」ことが求められ

た。 

1999（平成 11）年の安衛法改正時には、

健診実施後にとるべき措置の例示として

「深夜業の回数の減少」が追加されたほか、

本条に基づく自主的健診についても、その
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結果を踏まえて、医師の意見聴取がなされ

るべきこと（安衛法第 66条の 4）や保健指

導を行うべきこと（安衛法第 66 条の 7）が

確認されている。 

 

6．3．2 背景となった災害等 

 裁判例においては、深夜業に従事する労

働者の過労死について労災不支給決定の取

消が求められている事例が認められる。 

 例えば、浦和労基署長事件（夜勤従業員

心臓病死事件控訴審判決）・東京高判昭和

54・7・9 労判 323 号 26 頁は、パン工場に

おいて、オール夜勤（拘束 9 時間・実働 8

時間、週休 1 日制）で、熟練を要し、精神

的緊張を伴う製品仕分け作業等に従事して

いた 40代の労働者が、急性心臓死した事案

の下で、死亡につき業務起因性が認められ

た事例である。同判決は、その判示の中で、

深夜業務が労働者の健康に与える影響につ

いて、次のように述べる。 

「オール夜勤は、昼夜逆転の生活を余儀な

くするが、かような生活形態は、人間固有

の生理的リズムに逆行し、これに慣れて順

応するということが生理学的には認められ

ないのである。そのため、夜勤従事者は夜

勤そのものによつて、大きな心身の疲労を

覚えるのみでなく、昼間睡眠が一般に浅く、

短くならざるをえないので、勢い疲労回復

が不完全となる。しかも、週休一日制では、

前夜からの夜勤があり、それに続いて週休

があり、翌日には夜勤が控えているので、

夜勤者は精神的な余裕をもてない。したが

つて、このような夜勤の連続は疲労の蓄積

を招くのが通常であり、その回復には週休

2 日以上の十分な休養と夜眠をとる必要が

あるのみならず、このような措置がとられ

ている場合でも、健康管理に特別な配慮が

望ましいのである。また、夜勤従業者の年

令区分と疲労との関係をみると、20 歳台、

30 歳台では、疲労の回復が良好であるが、

40歳台では、疲労の影響が長く残ることが

実証されている。したがつて、40歳台の労

働者が週労働 6 日、週休 1 日制のオール夜

勤を一両年も怠りなく続けていれば、慢性

疲労からなんらかの健康障害をもたらす公

算が大きいといえる。」 

 なお、同判決では、労働者の基礎疾患で

あるところの高血圧症については、健康診

断により明らかになっていたにもかかわら

ず、使用者は適切な健康管理を行わなかっ

たとして業務起因性を認めている。この点

に関しては、業務起因性判断と過失の判断

を混同しているようにもみえる。 

 また、大日本印刷・新宿労働基準監督署

長事件・東京高判平成 3・5・27労判 595号

67頁は、24時間隔日交替制勤務（年末年始

を除き、休日なし）のロッカー室管理の業

務に従事する高血圧症の労働者が脳出血に

より死亡した事案の下、深夜業による疲労

の蓄積や精神的緊張を伴う業務の性質を踏

まえ、業務起因性を肯定している。同判決

は、「一般に、深夜勤ないしこれを含む交

替制勤務は、人間固有の生理的リズムに反

するものであって、長期間その勤務を継続

しても慣れが生じにくいとともに、短時間

の休息ではその疲労が十分に回復せず、こ

のような勤務を長期間継続すると、回復し

きれない疲労がそのまま蓄積して過労状態

が進行し、これに従事する労働者の健康状

態を害する蓋然性が高いこと」を指摘する

とともに、高血圧症罹患者はこのような勤

務に就けることを避けるか、十分休息時間
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を与えなければならないとし、本件労働者

が。また、同判決は、日本産業衛生学会の

交替勤務委員会が 1978（昭和 53）年 5 月

29日に労働省に対し提出した「夜勤・交替

制勤務に関する意見書」209において、高血

圧症等の循環器疾患で治療中の者や、その

再発のおそれのある者については、このよ

うな勤務に従事することを不適とする措置

をとるべき旨の意見を述べていることが認

定されている。 

 

6．4 適用の実際 

 2001（平成 13）年の労働安全衛生調査（労

働環境調査）の事業所調査によると、「深

夜業に従事する労働者がいる」とする事業

所は 21.9％であり、勤務形態別にみると、

「深夜交替勤務」が 53.8％、「常夜勤務」

が 38.4％、「所定外深夜勤務」が 19.0％と

なっている。事業所規模別にみると、規模

が大きいほど割合が高く、500 人以上の各

規模では 8 割以上の事業所で「深夜業に従

事する労働者がいる」としている。また、

労働者調査でも、深夜業務に従事する労働

者の割合は 20.7％であり、事業所規模が大

きいほど深夜業務に従事する割合が高く、

500 人以上の規模では、4 割以上、1000 人

以上の規模では 6 割以上となっている。深

夜業務に従事する労働者の中で、深夜業務

につく前と比較して体調の変化があったと

する労働者の割合は 36.1％であり、割合が

最も高いのは深夜業務に従事している期間

が 3年以上 6年未満の層の 39.7％で、そこ

までは期間が長いほど体調の変化ありとす

る労働者の割合が増える傾向にある。深夜

業務に従事する労働者の中で、深夜業務に

ついてから医師から診断されたものがある

とする労働者の割合は 17.3％であり、この

なかでは、胃腸病（51.0％）、高血圧症疾

患（22.6％）、睡眠障害（18.8％）と診断

された労働者の割合が高い。 

厚生労働省が 2010（平成 22）年に実施し

た「労働安全衛生基本調査」によると、深

夜業に従事した労働者の割合は 16.3％［前

回調査（2005（平成 17）年調査）：13.6％］

となっており、また、深夜業に従事する労

働者が事業者が行う健康診断のほかに受け

ることができる自発的健康診断制度を知っ

ている労働者の割合は 26.7％［前回調査：

19.5％］となっている。また、深夜業に従

事している労働者のうち、自発的健康診断

制度を知っている労働者の割合は 38.6％

［前回調査：32.4％］となっており、その

うち、自発的健康診断を受けた労働者の割

合は 54.7％［前回調査 64.5％］となって

いる 210。本条に基づく制度の周知が課題と

なる。 

 

 

7 第 66条の 3 

7．1 条文 

 

 

7．2 趣旨及び内容 

 経年的な健康診断結果の把握により労働

者の健康管理を適正に行うため、事業者は

健康診断の結果を健康診断個人票（様式第

第第六六十十六六条条のの三三 事業者は、厚生労働

省令で定めるところにより、第六十六

条第一項から第四項まで及び第五項

ただし書並びに前条の規定による健

康診断の結果を記録しておかなけれ

ばならない。 
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5 号）に記録し保存しておく必要がある。

本条の対象となる健康診断には、一般健康

診断・特殊健康診断の他、一般健康診断に

関して労働者が他の医師を受診して受けた

健康診断、深夜業従事労働者の自発的健康

診断が含まれる。 

保存期間は、原則として 5 年間（安衛則

第 51条、鉛則第 54条、電離則第 57条、高

圧則第 39 条、四アルキル鉛則第 23 条、有

機則 30条）であるが、がん等遅発性の疾病

との関係から、特化則の下での特別管理物

質（特定化学物質の一部。第１類物質及び

第２類物質のうち特定の物質で、人体に対

する発癌性が疫学調査の結果明らかになっ

た物質等（特化則第 38 条の 3））に係る業

務に従事する者に対する特殊健康診断の結

果については 30 年間（特化則第 40 条）、

石綿業務に従事する者に対する特殊健康診

断結果については 40 年間（石綿則第 41条）

の保存期間が定められている。 

保存方法としては、様式第五号に定める

項目を盛りこんだ同号と異式の個人票によ

るほか、たとえばコンピユーターによる処

理等であつて、受診者ごとの所定項目の結

果が容易には握できる方法によつても差し

つかえない（昭和 47・9・18 基発第 601 号

の 1）。 

 本条違反に対しては、罰金 50 万円が科さ

れうる（安衛法第 120 条第 1 号）。また、

本条違反から直ちに履行請求権は導かれな

いと解されるものの、本条に基づく健康診

断の結果の記録がなされていないことは、

それ独自で、又はそれに基づく医師への意

見聴取や就業上の措置の懈怠と相まって、

健康管理が適切になされていないことを推

認させる間接事実に当たる可能性があり、

その結果として、疾病が増悪あるいは治療

機会を奪われたような場合には、安全配慮

義務違反・注意義務違反に基づく損害賠償

請求権が認められる可能性がある。 

 

7．3 沿革 

 健康診断結果の記録に関する規制は、

1938（昭和 13）年に改正された「工場危害

予防及衛生規則」及び 1942（昭和 17）年に

改正された工場法施行規則において認めら

れる（5．3．1．1参照）。この当時の保存

期間は 3 年間であり、その後、労基法時代

の安衛則においても保存期間は 3 年と定め

られていた。安衛法が制定される際に、健

康管理上の必要性からみて保存期間は 5 年

間に延長された（昭和 47・9・18 基発 601

号の 1）。また、1977（昭和 52）年の安衛

法改正に際しては、健康診断結果の記録義

務が法律上規制されることとなった。 

1974（昭和 49）年に採択された ILOの職

業がん条約（139 号）においては、「職業

性障害との関係においてがん原性物質又は

がん原性因子に労働者がさらされた程度を

評価し及びその健康状態を監視するために

必要な健康診断、生物学的検査その他の検

査又は調査を、雇用期間中及び雇用期間の

後において、労働者が受けられることを確

保するための措置をとる」ことが求められ

るようになり、本条が規定され、長期間の

保存が義務付けられるようになった（なお、

同時期の改正により作業環境評価及びこれ

に基づく事後措置が導入されたことについ

ては、2．3．1参照）。なお、本条は、1999

（平成 11）年の改正（法律第 45 号）によ

り、現在の条文番号となっている（5．3．1．

4参照）。 
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8 第 66 条の 4 

8．1 条文 

 

 

8．2 趣旨及び内容 

8．2．1 趣旨 

 本条は、健康診断の結果について、事業

者に医師・歯科医師の意見聴取を業務づけ

たものである。健康診断の結果、事業者は

労働者の健康を保持する必要があると認め

るときは、一定の就業上の措置をとること

を義務付けられているが（安衛法第 66条の

5）、この措置を的確に実施し、適切な健康

管理を行うためには医学的見地を踏まえて

実施される必要があることから、この規定

が設けられたものである 211。 

意見聴取の義務は、産業医の選任義務の

有無、すなわち、事業場の規模にかかわり

なく課されている。 

本条違反に対する罰則はない。なお、本

条違反については、安全配慮義務違反を判

断するに際して、使用者の不利に斟酌され

る可能性がある。 

 

8．2．2 内容 

 本条に基づく義務は産業医の選任義務の

有無にかかわりなく課されているが、産業

医の選任義務のある事業場においては、産

業医の意見を聴くことが適当であるとされ

る（健診事後措置指針）。また、産業医の

選任義務のない事業場においては、「労働

者の健康管理等を行うのに必要な医学に関

する知識を有する医師」から意見を聴くこ

とが適当であるとされる（法第 13条の 2）。

ここでいう「労働者の健康管理等を行うの

に必要な医学に関する知識を有する医師」

には、第 13条第 2項の労働者の健康管理等

を行うのに必要な医学に関する知識につい

て労働省令で定める要件を備える者のほか、

産業医学振興財団が都道府県医師会に委託

して実施している産業医基本研修の修了者、

産業医として選任された経験を有する者等

が含まれる（平成 8・9・13基発第 566号）。

また、産業医の選任義務のない事業場は、

労働者の健康管理等に関する相談等に応じ

る医師が配置されている地域産業保健セン

ターの活用を図ること等が適当であるとさ

れており（健診事後措置指針 2（3）イ）、

実際にも地域産業保健センターが活用され

ているが、健康診断を実施した健診センタ

ーの医師に意見聴取するケースも多い 212。

なお、地域産業保健センターを利用する場

合、事業者は無料で医師からの意見聴取が

可能となる 213。 

医師等の意見聴取は、健康診断が行われ

た日（あるいは、労働者が他の医師の下で

受診した健康診断の結果を証明する書面を

提出した日）から 3 か月以内（深夜業務従

事者による自発的健康診断結果の提出につ

いては、提出から 2 か月以内）に行うこと

第第六六十十六六条条のの四四 事業者は、第六十六

条第一項から第四項まで若しくは第

五項ただし書又は第六十六条の二の

規定による健康診断の結果（当該健康

診断の項目に異常の所見があると診

断された労働者に係るものに限る。）

に基づき、当該労働者の健康を保持す

るために必要な措置について、厚生労

働省令で定めるところにより、医師又

は歯科医師の意見を聴かなければな

らない。 
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が求められる。また、聴取した医師等の意

見は健康診断個人票に記載される（安衛則

第 51条の 2第 1項、同第 2項）。事業者は、

医師又は歯科医師から、前二項の意見聴取

を行う上で必要となる労働者の業務に関す

る情報を求められたときは、速やかに、こ

れを提供しなければならない（同第 3項）。 

 なお、健康診断後の再検査又は精密検査

について、医師等の意見聴取義務は規定さ

れていないが、再検査又は精密検査の受診

は、疾病の早期発見、その後の健康管理等

に資することから、事業場でのその取扱い

について、再検査又は精密検査の結果に基

づく医師等の意見の聴取を含め、労使が協

議して定めることが望ましいとされる（平

成 8・9・13基発第 566号）。 

 

8．3 沿革 

8. 3. 1 制度史 

健康診断実施後の事後措置を決定するに

先立ち医師の意見を聴取すべきことは、

1942（昭和 17）年に改正された工場法施行

規則においても規定されていた（5．3．1．

1 参照）。他方、旧労基法は、事後措置に

関する規定を設けていたが、そこでは医師

の意見聴取に関する文言はなかった。安衛

法の下で安衛則が改正された際の施行通達

（昭和 47・9・18 基発第 601 号の 1）にお

いては、「健康診断の結果については、…

事後措置を講ずる必要がある場合以外の場

合においても、その結果が判明次第、医師

と十分協議の上つとめてその内容をそれぞ

れの受診者に知らせることにより健康の保

持増進に役立たせるよう指導すること」が

留意事項とされるにとどまっていた。 

工場法時代においては、工場医の選任義

務のある工業主に健康診断実施義務が課さ

れており、工場医の意見を聴取することが

想定されていたところ、労基法の下では、

「医師である衛生管理者」の選任義務がな

い使用者にも健康診断実施義務が課された

こと（5．3．1．2参照）との関係で抜け落

ちたものと推測される。現行法の下でも、

産業医の選任義務のない事業者にも意見聴

取義務が課されているが、本条を導入した

1996（平成 8）年の安衛法改正（法律第 89

号）に際しては、「労働者の健康管理等を

行うのに必要な医学に関する知識を有する

医師」がこれを担うべきこととして、その

対象となる医師が明らかにされている。逆

にいえば、産業医の選任義務のない事業場

における労働者の健康管理のあり方が明ら

かになることによって、事後措置に先立つ

医師の意見聴取が安衛法上の義務として規

定できるようになったといえる。 

1996（平成 8）年改正の背景には、高齢

化及び定期健康診断における有所見者率の

上昇、産業構造の変化や技術革新の進展に

よる労働態様の変化に伴うストレスを感じ

る労働者の増加や「過労死」の社会問題化

があり 214、1995（平成 7）年 4月には、「こ

れからの産業保健のあり方に関する検討委

員会報告書」がまとめられていた。同報告

書は、「過労死」の問題を踏まえ「その予

防のための労働者の健康確保対策や長時間

労働の排除等の総合的な対策が必要」であ

ると指摘しており、健康診断結果に基づく

効果的な健康管理や適切な事後措置の実施

を求めていた。また、1996（平成 8）年 1

月の中央労働基準審議会建議「労働者の健

康確保対策の充実強化について」において

は、すべての労働者が職業生活の全期間を
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通じて健康で安心して働くことができるよ

う、労働者の健康の確保のための施策の充

実を図ることとされていた。 

なお、1996（平成 8）年改正においては、

就業上の措置について医師等の意見を聴取

すること（安衛法第 66条の 5）の他、一般

健康診断の結果を通知すること（安衛法第

66 条の 6）、特に必要な者に保健指導を行

うよう努めること（安衛法第 66 条の 7）も

規定されている。 

 

8．3．2 背景となった災害 

1996（平成 8）年改正の背景には、「過

労死」の問題があることは上述のとおりで

あるが、このうち、脳・心臓疾患の労災認

定基準が緩和されたこと 215、勤務問題を理

由とする自殺が増加したこと、過労自殺に

ついて業務起因性や使用者の賠償責任を認

める下級審裁判例が出てくるようになった

ことなどが影響を与えていると思われる。

以下詳述する。 

 

8．3．2．1 過労死 

「過労死」は、脳・心臓疾患など循環器

疾患の業務上認定運動の中で使用されるよ

うになった社会医学上の用語である 216。こ

の語を提唱した上畑鉄之丞医師は、過労死

を「過重労働が誘因となって高血圧や動脈

硬化が悪化し、脳出血、くも膜下出血、脳

梗塞などの脳血管疾患や心筋梗塞などの虚

血性心疾患、急性心臓死などを発症し、永

久的労働不能や死亡に至った状態」と定義

する 217。 

上畑医師は、1978（昭和 53）年の日本産

業衛生学会総会で 17 例の循環器疾患の発

症事例について「過労死」として報告を行

い、1980（昭和 55）年代には、「過労」は

職場の有害因子の一つであること、働きす

ぎを契機に労働者の不健康な生活習慣が形

成され、高血圧や動脈硬化などの基礎疾患

が進展・悪化すること、このような健康障

害のうち、死に直面するような重篤な疾病

状態が「過労死」となること等を明らかに

した 218。1988（昭和 63）年 6月には弁護士

による「過労死 110 番」活動が開始され、

過労死に対する社会的認知の高まりに伴い、

業務上傷病と認定され、労災保険給付がな

される範囲も徐々に広がりをみせていった

219。 

1961（昭和 36）年通達（昭和 36・2・13

基発第 116 号）においては、非事故性疾病

についても、発病直前又は当日において、

業務に関連する突発的な出来事、もしくは

特定の労働時間内にとくに（質的又は量的

に）過激な業務に従事したことによる精神

的又は肉体的負担（災害）があり、これが

医学上疾病の原因となっていると評価でき

る程度の強度があることが求められていた。

すなわち、この基準の下では、異常な出来

事又は災害があることが労災認定の前提で

あり、長期疲労の蓄積からくる過労を原因

とする脳・心臓疾患は労災とは認められて

いなかった。その後、1987（昭和 62）年通

達（昭和 62・10・26基発第 620号）は、発

症前又は発症前 1 週間以内に、時間的、場

所的に明確にしうる業務に関連する異常な

出来事又は日常業務に比較して特に過重な

業務に就労したことによる過重負荷があり、

過重負荷を受けてから症状の出現までの時

間的経過が、医学上妥当なものであると認

められる場合には、業務起因性があるとさ

れたが、この基準の下でも労災認定を受け
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るのはなお困難であった。もっとも、この

基準に依拠せずに判断をする裁判例もみら

れた 220。 

こうしたなかで、1995（平成 7）年通達

（平成 7・2・1基発第 38号）では、従前の

通達の基本的枠組みを維持しつつも、一定

の範囲で基準の緩和を図った。まず、過重

業務の判断に際して基準となる「同僚労働

者又は同種労働者」については、「当該労

働者と同程度の年齢、経験等を有し、日常

業務を支障なく遂行できる健康状態にある

者」として、労働者の経験や年齢を考慮に

入れることとした。また、「発症前１週間

より前の業務については、この業務だけで

血管病変等の急激で著しい増悪に関連した

とは判断し難いが、発症前１週間以内の業

務が日常業務を相当程度超える場合には、

発症前１週間より前の業務を含めて総合的

に判断すること」として、1 週間前の業務

をも考慮対象にするとともに、発症前１週

間以内に休日があったとしても、このこと

をもって、直ちに業務外とするものではな

いことを明らかにした。この他、所定労働

時間内であっても、日常業務と質的に著し

く異なる業務に従事した場合における業務

の過重性の評価に当たっては、専門医によ

る評価を特に重視し、判断することなども

留意事項として示されている。また、1996

（平成 8）年通達（平成 8・1・22 基発第 30

号）では、対象疾病となる虚血性心疾患に

不整脈による突然死等が追加されている。

こうした認定基準の改正に伴い過労死の労

災認定件数は一定程度の上昇が認められる

221（なお、労災認定基準の 2001（平成 13）

年通達による改正については、12. 3. 2参

照。精神障害の労災認定基準については、

13．3．2参照）。また、1987（昭和 62）年

通達より緩やかな基準を用いて業務起因性

を判断し、労災不支給決定を取り消す裁判

例もこの頃散見される 222。 

 

8．3．2．2 過労自殺 

 厚生労働省『令和 4 年版過労死等防止対

策白書』では、警察庁の自殺統計データに

基づき、自殺者総数の推移と勤務問題を原

因・動機の 1 つとする自殺者数が示されて

いる（図表 8-1）223。同データに基づくと、

本条が制定された 1995（平成 7）～1997（平

成 9）年頃の勤務問題を原因・動機の 1 つ

とする自殺者数は 1200 人超であったが、

1998（平成 10）年には、1900 人弱となり、

その後、2000人前後で推移している(なお、

2021（令和 3）年は 1935 人)。ここでいう

「勤務問題」には、仕事の失敗や人間関係

の問題なども含まれており、全てが過重労

働を原因とするとはいいがたい反面、自殺

原因の多くを占める健康問題（特に精神障

害等）や生活・経済問題（特に失業等）が

過重労働の結果、引き起こされている可能

性がある。 

 なお、安衛法改正に係る国会審議におい

ては、同改正法の目的でもある過労死防止

との関係で、電通事件・1 審判決（東京地

判平成 8・3・28 労判 692 号 13 頁）につい

て触れられている。同判決は、電通の入社

2 年目の社員が長時間労働の末に 1991（平

成 3）年 8月に自殺したという事案の下で、

会社の使用者責任（民法 715条）を認め、1

億 2000万円の損害賠償支払いを命じた。発

言した議員は、判決の内容を踏まえて、過

労死を個人の問題としてとらえるのみなら

ず、事業場全体あるいは職場、部、課単位
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の問題として取り組む必要性があること、

そのために、管理者が社員の労働時間管理

を徹底するとともに、産業医や衛生スタッ

フなどの的確な助言を得ることにより健康

管理を行うなど、組織的な対応を図る必要

があることを指摘している 224。 

 

8．4 適用の実際 

8．4．1  実施割合 

平成 24年労働者健康状況調査（事業所調

査）によると、定期健康診断を実施した事

業所のうち、異常所見労働者がいたとする

事業所が 77.3％であり、「健康管理等につ

いて医師又は歯科医師から意見を聴いた」

とする回答が 20.7％（26.8％）、「地域産

業保健センターの医師又は歯科医師から意

見を聴いた」とする回答が 3.0％（3.8％）

である（括弧内は有所見労働者のいる事業

所を 100とした場合の割合）。 

 

8. 4. 2 監督指導 

 「令和 2 年度本研究プロジェクトによる

行政官・元行政官向け法令運用実態調査（三

柴丈典担当）」によれば、有所見者につい

て、医師からの意見聴取を行っていなかっ

たことについて監督指導を行った例がある

との回答が 2件寄せられている。 

 

8．5 関係判例 

南大阪マイホームサービス（急性心臓死

損害賠償）事件・大阪地判平成 15・4・4労

判 854号 64 頁は、亡 aが勤務中に発作を起

こして急性心臓死したのは、被告ら（被告

会社及び代表取締役）が安全配慮義務ない

し注意義務に違反したためであるとして、

遺族である原告らが、不法行為あるいは債

務不履行等に基づき損害賠償等を請求した

事案である。亡 a は、定期健康診断におい

て、朝に胸苦しさがあるとの自覚症状を訴

え、心電図につき要医療と診断されたこと

が健康診断個人票記載されているが、就労

に対して医師の意見は付されていない。ま

た、被告会社において、従業員に対して、

産業医による保健指導が行われているが、

これに先立ち、産業医や健康診断を実施し

た医師から、亡 a の健康状態について意見

聴取はなされていないことが認定されてい

る（また、保健指導に a が参加したとまで

は認められていない）。 

 同判決は、その一般論において「（安衛）

法の目的（同法１条）や、同法 65条の 3が

事業者に労働者の健康に配慮してその従事

する作業の適切な管理に努めるべき旨をも

定めていることにも鑑みれば、前記の健康

診断実施義務、意見聴取義務及び措置義務

は、心身に何らかの基礎疾患をもつ労働者

について、前記の危険性（〔筆者注〕労働

者が長時間労働を継続するなどして精神的、

肉体的に疲労や負荷が過度に蓄積すると、

労働者の心身の健康を損なう危険）が生じ

るのを防止する目的をも有すると解するこ

とができる」とした上で、電通事件・最判

平成 12・3・24 民集 54 巻 3 号 1145 頁を参

照しながら、使用者は「業務の遂行に伴う

疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して当該

労働者の基礎疾患を増悪させ、心身の健康

を損なうことがないよう注意する義務」を

負うとの一般論を述べる。 

 その上で、同判決は、被告らは、タイム

カードの記載の確認や亡ａに対する直接の

事情聴取などを行うほか、亡ａの健康を保

持するために必要な措置につき医師から個
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別に意見を聴取するなどして必要な情報を

収集し、業務の内容や量の低減の必要性や

その程度につき直ちに検討を開始した上、

亡ａの就労を適宜軽減すべきであったのに、

これを怠ったことは被告の注意義務違反に

当たるとして、損害賠償請求を一部認容し

ている。なお、亡 a に基礎疾患があること

及び疲労の蓄積を認識していたのに、会社

に対して自己の身体の状況や業務軽減の要

望を出さなかったことに基づいて、素因減

額・過失相殺が行われている。 

 同事件は、健康診断や保健指導は広くな

されている一方で、医師への意見聴取がな

されていなかったという点に特徴があるケ

ースであるが、医師への意見聴取等がなさ

れなかった結果、業務軽減という就業上の

措置がとられなかったことが認定されてお

り、医師の意見聴取及びこれに基づく情報

収集が適切な就業上の措置を決定する上で

極めて重要であることを示すものといえる。 

なお、被告らは、亡 a の任意の協力を得

られなければ、意見聴取ができないことを

理由として、意見聴取義務違反は成立しな

い旨の主張をしていたが、同判決は、「そ

の前提として、被告会社の側から亡ａに対

して亡ａの健康を保持するために必要な情

報の収集のための積極的な働きかけを要す

る」として、この主張を排斥しており、意

見聴取義務は、事業者側のイニシアティブ

により実施することが求められるといえる。 

上記の他、同判決からは、健康診断実施

義務、意見聴取義務、措置義務が、基礎疾

患をもつ労働者について、心身の健康を損

なう危険が生じるのを防止するという共通

の目的の下で相互に関連性を持つことも示

唆される。 

9 第 66条の 5 

9．1 条文 

 

9．2 趣旨及び内容 

9．2．1 趣旨 

健康診断は実施することが目的ではなく、

その結果に基づき、必要な措置が講じられ

てはじめて労働者の健康保持にとって意味

のあるものとなる。こうしたことから、事

業者は、医師などからの意見を勘案し、そ

の必要があると認めるときは、労働者の作

第第六六十十六六条条のの五五 事業者は、前条の規

定による医師又は歯科医師の意見を

勘案し、その必要があると認めるとき

は、当該労働者の実情を考慮して、就

業場所の変更、作業の転換、労働時間

の短縮、深夜業の回数の減少等の措置

を講ずるほか、作業環境測定の実施、

施設又は設備の設置又は整備、当該医

師又は歯科医師の意見の衛生委員会

若しくは安全衛生委員会又は労働時

間等設定改善委員会(労働時間等の設

定の改善に関する特別措置法(平成四

年法律第九十号)第七条に規定する労

働時間等設定改善委員会をいう。以下

同じ。)への報告その他の適切な措置

を講じなければならない。 

２ 厚生労働大臣は、前項の規定によ

り事業者が講ずべき措置の適切かつ

有効な実施を図るため必要な指針を

公表するものとする。 

３ 厚生労働大臣は、前項の指針を公

表した場合において必要があると認

めるときは、事業者又はその団体に対

し、当該指針に関し必要な指導等を行

うことができる。 
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業の内容、労働時間その他の事情を考慮し

て、必要な措置を講じることが義務付けら

れている。必要な措置の中には、就業場所

の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深

夜業の回数の減少等、労働者個人に対する

措置のほか、作業環境測定の実施、施設又

は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科

医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生

委員会又は労働時間等設定改善委員会への

報告等、作業場の環境改善を図る措置も挙

げられている。 

また、本条 2 項では、厚生労働大臣は、

前項の規定により事業者が講ずべき措置の

適切かつ有効な実施を図るため必要な指針

を公表する旨、本条 3 項ではこれに基づき

必要な指導を行う旨の規定があるが、これ

については健康診断結果に基づき事業者が

講ずべき措置に関する指針（以下、健診事

後措置指針）（平成 8・10・1健康診断結果

措置指針公示第 1号、最終改正：29・4・14 

健康診断結果措置指針公示第 9 号）が定め

られている。 

なお、本条違反に対する罰則はない。ま

た、本条に基づく措置を怠ったことにより、

直ちに履行請求権や損害賠償請求権が生じ

るものではないが、これにより、健康障害

が発生した場合には、安全配慮義務違反の

一内容として本条違反が捉えられることに

なると考えられる。 

 

9．2．2 内容 

9．2．2．1 医師等の意見の勘案 

 事業者は就業上の措置を決定するにあた

り、前条に基づく医師等の意見を踏まえる

必要がある。ここで勘案の対象となる意見

の内容としては、①就業区分及びその内容

についての意見と②作業環境管理及び作業

管理についての意見とがあり、それぞれ次

のとおりである（健診事後措置指針 2（3）

ハ）。 

まず、就業区分及びその内容についての

意見については、当該労働者に係る就業区

分及びその内容に関する医師等の判断を下

記の区分（例）によって求めるものとする。 

 

就業区分 就業上の措置の内容 

区

分 

内容 

通

常

勤

務 

通常の勤

務で良い

もの 

 

就

業

制

限 

勤務に制

限を加え

る必要の

あるもの 

勤務による負荷を軽減す

るため、労働時間の短縮、

出張の制限、時間外労働の

制限、労働負荷の制限、作

業の転換、就業場所の変

更、深夜業の回数の減少、

昼間勤務への転換等の措

置を講じる。 

要

休

業 

勤務を休

む必要の 

あるもの 

療養のため、休暇、休職等

により一定期間勤務させ

ない措置を講じる。 

 

次に、健康診断の結果、作業環境管理及

び作業管理を見直す必要がある場合には、

作業環境測定の実施、施設又は設備の設置

又は整備、作業方法の改善その他の適切な

措置の必要性について意見を求めるものと

する。 

 こうした意見の聴取は、速やかに行うこ

とが望ましく、特に自発的健診及び二次健
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康診断に係る意見の聴取はできる限り迅速

に行うことが適当とされる。 

 

9．2．2．2 就業上の措置の決定 

就業上の措置の決定に際しては、あらか

じめ当該労働者の意見を聴き、十分な話合

いを通じてその労働者の了解が得られるよ

う努めることが適当とされる。なお、産業

医の選任義務のある事業場においては、必

要に応じて、産業医の同席の下に労働者の

意見を聴く。 

また、衛生委員会等の設置義務のある事

業場又は労働時間等設定改善委員会を設置

している事業場においては、必要に応じ、

健康診断の結果に係る医師等の意見をこれ

らの委員会に報告することが適当とされる。

労働者の健康状況を把握した上で、衛生委

員会・労働時間設定改善委員会で調査審議

することはより適切な措置の決定等に有効

だと考えられるからである（健診事後措置

指針 2（4）イ・ロ）。 

9．2．2．3 就業上の措置の実施等 

事業者は、就業上の措置を実施し、又は

当該措置の変更若しくは解除をしようとす

るに当たっては、医師等と他の産業保健ス

タッフとの連携はもちろんのこと、当該事

業場の健康管理部門と人事労務管理部門と

の連携にも十分留意する必要がある。また、

就業上の措置の実施に当たっては、特に労

働者の勤務する職場の管理監督者の理解を

得ることが不可欠であることから、プライ

バシーに配慮しつつ事業者は、当該管理監

督者に対し、就業上の措置の目的、内容等

について理解が得られるよう必要な説明を

行うことが適当とされる。なお、就業上の

措置を講じた後、健康状態の改善が見られ

た場合には、医師等の意見を聴いた上で、

通常の勤務に戻す等適切な措置を講ずる必

要がある（健診事後措置指針 2（4）ハ（イ））。 

 

9．2．2．3 不利益取扱いの禁止 

健康診断の結果に基づく就業上の措置は、

労働者の健康の確保を目的とするものであ

るため、事業者が、健康診断において把握

した労働者の健康情報等に基づき、当該労

働者の健康の確保に必要な範囲を超えて、

当該労働者に対して不利益な取扱いを行う

ことは禁止される（健診事後措置指針 2（4）

ハ（ロ））。実際には、かかる不利益取扱

いが既存の差別禁止規制（障害者雇用促進

法第 35 条）や公序（民法第 90 条）、各種

の濫用法理（労契法第 15 条、第 16 条等）

に違反・抵触しないかが問題となる中で、

必要に応じて同指針に定められる内容も併

せ斟酌されることになると解される。 

指針においては、一般的に合理的と考え

られない不利益な取り扱いとして、以下の

ものが挙げられる。 

① 就業上の措置の実施に当たり、健康診

断の結果に基づく必要な措置について医師

の意見を聴取すること等の法令上求められ

る手順に従わず、不利益な取扱いを行うこ

と。 

 ② 就業上の措置の実施に当たり、医師

の意見とはその内容・程度が著しく異なる

等医師の意見を勘案し必要と認められる範

囲内となっていないもの又は労働者の実情

が考慮されていないもの等の法令上求めら

れる要件を満たさない内容の不利益な取扱

いを行うこと。 

 ③ 健康診断の結果を理由として、以下

の措置を行うこと。 
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 (a) 解雇すること。 

 (b) 期間を定めて雇用される者につい

て契約の更新をしないこと。 

 (c) 退職勧奨を行うこと。 

 (d) 不当な動機・目的をもってなされた

と判断されるような配置転換又は職位（役

職）の変更を命じること。 

 (e) その他の労働契約法等の労働関係

法令に違反する措置を講じること。 

 

9．3 沿革 

1942（昭和 17）年に改正された工場法施

行規則（昭和 17 年 2 月 10 日厚生省令第 7

号）では、工業主は、職工の健康診断の結

果、注意を要すると認められた者について

は、医師の意見を聴取し、療養の指示、就

業の場所又は業務の転換、就業時間の短縮、

休憩時間の増加、健康状態の監視その他健

康保護上必要となる措置をとる必要がある

としていた（工場法施行規則第 8条の 5）。 

1947（昭和 22）年制定当時の労基法第 52

条第 3 項は、健康診断の結果に基いて、就

業の場所又は業務の転換、労働時間の短縮

その他労働者の健康の保持に必要な措置を

講じなければならない旨を規定していた。

なお、この規定は訓示的な規定であるため、

罰則は設けなかったと説明されている 225。

この規定は 1972（昭和 47）年制定時の安衛

法第 66条第 6項に引き継がれている。 

1977（昭和 52）年改正では、就業上の措

置として、「作業環境測定の実施、施設又

は設備の設置又は整備」が追加された（安

衛法第 66条第 7項）。これまでの健康診断

の事後措置は労働者個人に着目したもので

あったところ、健康診断の結果、有所見者

が多数みられるような場合には、その作業

場における環境を見直し、的確な改善を行

う必要があるためである 226。 

1996（平成 8）年改正時には、前条にお

いて、意見聴取義務が課されたことに伴い、

就業上の措置の必要性を判断するに際し、

医師又は歯科医師の意見を勘案する旨が追

加されると共に（安衛法第 66条の 3）、就

業上の措置について適切かつ有効な実施を

図るためには国として一定の指針を示す必

要があることから、労働大臣が事業主が講

ずべき措置に係る指針を公表し、必要に応

じて指導を行うことができる旨（同条 2項、

3項）が規定された。 

深夜労働者の健康確保を目的としてなさ

れた、1999（平成 11）年 5 月改正時には、

「深夜業の回数の減少」が就業上の措置と

して追加され、現在の条文番号となった。 

さらに、2005（平成 17）年改正時には、

「当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員

会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等

設定改善委員会(労働時間等の設定の改善

に関する特別措置法(平成 4年法律第 90号)

第 7 条に規定する労働時間等設定改善委員

会をいう。以下同じ。)への報告」が加えら

れている。長時間労働による健康障害の防

止対策やメンタルヘルス対策等については、

衛生委員会等において必要に応じて労働者

の健康状況を把握し、これを踏まえて調査

審議することが有効と考えられることから、

また、労働時間等設定改善委員会に対して

健康診断結果に基づく医師の意見を報告す

ることは、労働者の健康に配慮した労働時

間等の設定の改善に有効と考えられること

から、追加されたものである（平成 18・2・

24基発第 0224003号）。 
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9．4 適用の実際 

平成 24年労働者健康状況調査（事業所調

査）によると、定期健康診断を実施した事

業所のうち、異常所見労働者がいたとする

事業所が 77.3％であり、「再検査・精密検

査の指示等の保健指導を行った」とする事

業所が 52.6％（68.1％）、「就業場所の変

更や作業転換の措置をとった」とする事業

所が 4.0％（5.1％）、「労働時間の短縮や

時間外労働の制限の措置をとった」とする

事業所が 3.7％(4.8％)、「作業環境管理・

作業管理の見直しのため、作業環境測定を

実施した」が 1.8％（2.4％）、「作業環境

管理・作業管理の見直しのため、施設又は

設備の整備・改善を実施した」が 2.0％

（2.5％）、「その他の措置をとった」が

4.9％(6.4％)、「特に措置を講じなかった」

が 16.2（21.0％）である（括弧内は有所見

者のいた事業所を 100とした場合の割合）。 

上記統計結果からも明らかなように、健

康診断の結果を踏まえた作業環境管理がな

されることは実務上多くないようである。

その背景には、作業環境管理について助言

できる産業医が少ないことがある 227。 

なお、行政監督実務の経験者によれば、

労働基準監督署は健診後の事後措置に対す

る指導に力を入れており、指導票の交付を

積極的に行っているとのことである 228。 

 

9．5 関係判例 

9．5．1 適切な措置の不実施 

榎並工務店（脳梗塞死損害賠償）事件・

大阪地判平成 14・4・15 労判 858号 105頁、

同事件控訴審・大阪高判平成 15・5・29 労

判 858号 98 頁は、脳塞栓により死亡した労

働者の遺族である原告が被告らに対して、

安全配慮義務違反に基づき、損害賠償請求

をした事案である。労働者は深夜業に従事

していたが、被告は定期健康診断を 1 回し

か実施せず、産業医を選任せず、医師の意

見聴取も行っていなかった。安全衛生委員

会や安全・衛生管理者は健康管理という点

で機能していないばかりか、直属の上司に

当該労働者の健康情報は伝えられておらず、

要治療や要二次検査の所見が出た場合の再

検査のために作業日程を調整することもな

かったとされる。 

判決は、一般論として、「労働者との間

の雇用契約上の信義則に基づいて、業務の

遂行に伴う疲労が過度に蓄積して労働者の

健康を損なうことがないよう、労働時間、

休憩時間、休日、休憩場所等について適正

な労働条件を確保し、さらに、健康診断を

実施して労働者の健康状態を的確に把握し、

その結果に基づき、医学的知見をふまえて、

労働者の健康管理を適切に実施した上で、

労働者の年齢、健康状態等に応じて従事す

る作業時間及び内容の軽減、就労場所の変

更等の業務内容調整のための適切な措置を

とるべき義務を負う」とし、本件事案の下、

死亡した労働者が、心電図上又は肝機機能

検査や脂質において異常があったことにつ

いて、使用者である被告はこれらを健康診

断の結果を通じて把握していた（あるいは

極めて容易に把握し得た）のであるから、

脳梗塞等の脳・心臓疾患などの致命的な合

併症を発症させる危険性のある過重な業務

に就かせないようにし、作業時間及び内容

の軽減等の業務内容調整のための適切な措

置をとるべき注意義務があったとしている。

しかしながら、「被告は、上記労働者の健

康管理を適切に講じるための適切な措置を
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とることができるような体制を整えていな

かった」として義務違反に当たるとした。 

 上記判決は、健康管理の適切な実施が安

全配慮義務の内容になることを認め、義務

違反を認定したものである。健康診断を実

施したのであれば、その後の措置を適切に

行う必要があったこと、また、そのための

体制を整える必要があったことが指摘され

ており、健康管理が健康診断の実施のみで

終わるのではなく、適切な事後措置を伴っ

てはじめて意味を持つことが明らかにされ

ているといえる。 

 

9．5．2 履行請求の可否 

高島工作所事件・大阪地判平成 2・11・

28 労経速 1413 号 3 頁は、右眼偽黄班円孔

を原因として視力が低下した原告労働者が、

本条を根拠として、業務内容の変更、配置

転換等の具体的措置を提示し、協議を開始

することを求め、間接強制として、協議を

開始するまでの間、一定の金員（1 日 6000

円）の支払を求めた事案である。原告労働

者は、被告会社との間の面談の席で、被告

会社が適当と思う業務を提示することを希

望していたが、被告会社は、「原告が適当

と思われる業務を書面にして提出して欲し

い」、「会社の方から業務内容の変更や配

置の転換について具体的提示はしない」と

してこれを拒否していた。 

同判決は、使用者が具体的な労務指揮又

は機械、器具の提供にあたって、右指示又

は提供に内在する危険に因って労働者の生

命及び健康に被害が発生することのないよ

う配慮する義務を負うことは前提とした上

で、「右配慮義務は、労務の提供義務又は

賃金の支払義務等労働契約における本来的

履行義務とは異なり、あくまで労働契約に

付随する義務であり、予めその内容を具体

的に確定することが困難な義務であるから、

労使間の合意その他の特段の事情のなき限

り、労働者は、裁判上、使用者に対し、直

接その義務の履行を請求することはできず、

労働者に疾病の発生又はその増悪等の具体

的結果が惹起した場合において始めて事後

的にその義務の具体的内容及びその違反の

有無が問題になるにすぎない」とした。 

また、本条の存在が特段の事情に当たり、

「使用者の業務内容の変更、配置の転換等

の具体的措置を提示し、協議を開始すべき

義務」を本来的履行義務にまで高めている

かについて検討し、これを否定した。すな

わち、「労働安全衛生法の規定一般につい

てはともかく、同法 66条 7項（現安衛法第

66条の 5）は、その規定の仕方自体が、『事

業主は、……労働者の健康を保持するため

必要と認めるときは…』あるいは『労働者

の実情を考慮して』等抽象的、概括的であ

るうえ、同条 1 項ないし 3 項あるいは 6 項

と異なり、右規定に違反する事業主に罰則

を課すことは予定されていないことからす

ると、右規定が存在することのみから、直

ちに、その規定が使用者に命じた行為内容

が、使用者の労働契約における本来的履行

義務になったとまで認めるのは困難であ

る」と判示した。 

同判決は、本条の規定に基づく協議の履

行請求についてこれを否定したものである

229。その理由としては、本条に罰則がない

ことや規定が抽象的・概括的であることを

指摘している。同判決を反対解釈すれば、

規定の仕方が一義的に明確であれば、履行

請求をなしうるとの帰結が導かれうるが、
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そもそも、こうした反対解釈が妥当かにつ

いては、安衛法の各規定の趣旨に照らして、

慎重に検討する必要があるといえよう。 

 

10 第 66条の 6 

10．1 条文 

 

 

10．2 趣旨及び内容 

10．2．1 趣旨 

事業者は第 66条第 1項から第 4項までの

規定により行う健康診断を受けた労働者に

対し、厚生労働省令で定める所により、該

当健康診断の結果を通知しなければならな

い。脳・心臓疾患等の疾病及びその悪化を

予防するためには、事業者が適切な措置を

講ずるだけでなく、労働者自らが自主的に

健康管理に取り組んでいくことが重要であ

る。そのためには労働者が自らの健康状態

を把握しておく必要があるため設けられた

規定である 230。なお、一般健康診断の当初

の目的は、結核患者を早期に発見し当該労

働者を職場から排除することで事業を継続

することに、特殊健康診断の当初の目的は、

作業環境測定技術が不十分で作業環境の状

況を知ることができないなかで、有所見者

が出ることで作業環境に問題があることを

知ることにあるとされており、いずれも使

用者のために実施するもので、結果につい

て労働者に知らせる必要はないとの発想が

取られていたといえるが（5．3参照）231、

健康診断が個々の労働者の健康管理のため

であるとの位置づけが明確になる中で当然

のこととして通知が求められるようになっ

ていったといえる。 

 本条違反に対しては、罰金 50万円が科さ

れうる（安衛法第 120 条第 1 号）。本条に

違反したことにより、疾病が発症・増悪し

たと認められる場合には、安全配慮義務・

注意義務違反の内容として斟酌されうる

（10．5）。 

 

10．2．2 内容 

①一般健康診断、②特殊健康診断のいず

れについても通知義務が課されている（安

衛則第 51 条の 4、有機則第 30 条の 2 の 2、

鉛則第 54条の 3、四アルキル則第 23条の 3、

特化則第 40条の 3、石綿則第 42の 2、高圧

則第 39条の 3、電離則第 57条の 3、じん肺

則第 22条の 2）。また、通知は、異常所見

の有無にかかわらず、「遅滞なく」、すな

わち、事業者が、健康診断を実施した医師、

健康診断機関等から結果を受け取った後、

速やかにしなければならない（安衛則第 51

条の 4、平 8・9・13基発第 566号、健診事

後措置指針 2（5）イ）。 

通知は、総合判定結果だけでなく、各健

康診断の項目ごとになされる必要がある。

通知の方法としては、健康診断を実施した

医師、健康診断機関等から報告された個人

用の結果通知書を各労働者に配付する方法、

健康診断個人票のうち必要な部分の写しを

各労働者に示す方法等がある。また、通知

した旨の事実は、記録しておくことが望ま

しいとされる（平成 8・9・13基発第 566号、

平成 18・2・24基発第 0224003号）。 

第第六六十十六六条条のの六六 事業者は、第六十六

条第一項から第四項までの規定によ

り行う健康診断を受けた労働者に対

し、厚生労働省令で定めるところによ

り、当該健康診断の結果を通知しなけ

ればならない。 
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10．3 沿革 

1996（平成 8）年安衛法改正により追加

され（66条の 4）、1999（平成 11）年 5月

改正により今の条文番号となった（1996（平

成 8）年の沿革や背景については 8．3参照）。

また、2005（平成 17）年改正では、一般健

康診断の結果だけでなく、特殊健康診断の

結果もここでの通知の対象とされた。なお、

その背景には、一般健康診断と比べて、法

定の特殊健康診断の結果について通知がな

されていないとの実態がある（愛知産業保

健センターによるアンケート調査結果 232）。 

 

 通知している していない 

全員 有所見者 

一般健診 97.7 2.1 0.2 

特殊健診 71.9  24.3 2.7 

 

10．4 適用の実際 

 平成 24 年労働者健康状況調査（個人調

査）によると、定期健康診断を受診した労

働者のうち、「検査結果の通知を受けた」

との回答が 99.0％（このうち、所見ありと

の通知が 41.3％）である。なお、通知を受

けた者の割合は、企業規模の相違によって

大きな差はなく、98～99％台となっている。 

 なお、行政監督実務の経験者によれば、

法改正により本条が追加される以前も、企

業において健康診断結果の通知は行われて

おり、監督官も法文上規定がないにもかか

わらず指導を行っていたとのことである 233。 

 

10．5 関係判例 

京和タクシー事件・京都地判昭和 57・10・

7 判タ 485 号 189 頁は、原告労働者が、被

告会社に雇用されるに先立ち、被告会社指

定の医療機関で一般健康診断を受診したと

ころ、原告の左上肺野に異常陰影がありさ

らに精密検査を必要とする旨の判断がなさ

れ、同医療機関から被告会社に対し、「左

肺浸潤の疑、要精査」と通知されたにもか

かわらず被告会社は原告を健康者と同様に

タクシー運転業務に従事させていたという

事案である。その後、同医療機関により、

定期健康診断が実施されその結果によって、

原告は被告会社から要精密検査である旨通

知され、原告が精密検査を受診したところ、

この間（約 8 か月間）に原告の左上肺野の

異常陰影が増大悪化しており要休養直ちに

入院加療を要する肺結核と診断された。そ

のため、原告は入院及びその後の自宅療養

及び治療の継続を余儀無くされ、最終的に

は被告会社によって解雇されている。なお、

被告会社において原告を雇用した時点で精

密検査をして病状を明確にさせていたなら

軽作業をしながら治療することが可能であ

ったことが認められ、病状悪化に影響した

のは主として被告会社における労務であり、

これに寄与した他の事情はないことが認め

られている。 

同判決は、「原告を雇用したことに伴つ

て労働者である同人の健康を保持し健康に

異常の疑いがある場合には早期にその状態

を確認して就労可能性の有無、程度を見極

め異常が発見されたときは医師の指示に従

つて就労を禁止するか適当な軽作業に就か

せもつて健康状態の悪化することがないよ

う注意すべき義務があつたのにもかかわら

ずこれを怠つたものといえる」として被告

会社の損害賠償責任を認めている。 

また、かかる損害賠償責任を導くにあた
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り、使用者が雇入時に胸部エックス線検査

及びかくたん検査等の健康診断を実施する

義務を負うこと（安衛法第 66条、安衛則第

43条、44条）、事後措置として、結核にか

かった労働者に就業を禁止し、又右に至ら

ない場合でも結核の発病の虞れがあると診

断された労働者に対しておおむねかくたん

検査、聴診、打診その他必要な精密検査を

行なう義務を負うこと（安衛法第 68条、安

衛則第 46条（雇入時健診、定期健診、特定

業務従事者健診、海外派遣者健診で疑いが

生じた者に対する結核健診に関する定め。

その後削除された））を前提とした上で、

「健康診断の結果は、事業者が労働者を採

用するかどうかを判断するうえの資料とな

るばかりでなく、採用後は労働者の健康を

管理するための指針となり労働者自身もま

た自己の健康管理を行なううえで重要な資

料となるものであり、同法、同規則が専ら

労働者の職場での健康維持を立法趣旨とし

ていることからも、殊に労働者の健康状態

が不良かまたはその疑がある場合は採用後

遅滞なく労働者に健康診断の結果を告知す

べき義務があるものというべきである」と

し、本件において、被告会社はかかる通知

を怠ったと認定している。 

同判決は、本条が制定される前に出され

た判決であるが、就業禁止等の事後措置が

とられなかったことに加えて、労働者に健

康診断結果の通知を怠ったことをも注意義

務の重要な一内容と位置付けている点に特

徴がある。その際、健康診断結果が「労働

者自身…の健康管理を行ううえで重要な資

料」となることを踏まえているが、このこ

とは本条の立法趣旨とも通じるものである。

他方、同判決において、通知義務違反のみ

ならず、事後措置の不実施も注意義務違反

の内容となり、損害賠償責任を肯定する根

拠となっている点にも注意が必要である。

事案としては想定しにくいが、健康診断結

果に基づく事後措置が適切になされている

事案において、単に、通知のみが懈怠され

た場合に、同様に損害賠償責任が肯定され

るか否かは同判決からは明らかではないが、

本条違反に罰則の適用があることも踏まえ

れば、結果（疾病の発症・増悪）との因果

関係がある限りにおいて、損害賠償責任は

認められうる。 

 

11 第 66条の 7 

11．1 条文 

 

 

11．2 趣旨及び内容 

11．2．1 趣旨 

疾病を予防するためには、事業者が適切

な措置を講ずるだけでなく、労働者自らが

自主的に健康管理に取り組んでいくことが

重要であるが、労働者の自主的な健康管理

第第六六十十六六条条のの七七 事業者は、第六十六

条第一項の規定による健康診断若し

くは当該健康診断に係る同条第五項

ただし書の規定による健康診断又は

第六十六条の二の規定による健康診

断の結果、特に健康の保持に努める必

要があると認める労働者に対し、医師

又は保健師による保健指導を行うよ

うに努めなければならない。 

２ 労働者は、前条の規定により通知

された健康診断の結果及び前項の規

定による保健指導を利用して、その健

康の保持に努めるものとする。 
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の取組を一層推進するためには、健康診断

の結果、特に健康の保持に努める必要があ

ると認められる労働者に対し、保健指導を

実施すると共に、労働者の健康管理に対す

る自主的な努力を促す必要がある。こうし

た自主的な健康管理の体制をバックアップ

する体制を確保するため、医師又は保健師

による保健指導が事業者の努力義務とされ

ている 234。 

 本条第一項違反に対する罰則はない。ま

た、違反に対して直ちに損害賠償請求権が

発生するものではないが、保健指導のうち、

とりわけ再検査又は精密検査の受診の勧奨、

医療機関での治療の勧奨や上記検査・治療

を受けるための日程調整等が適切に行われ

なかったことで疾病が発症・増悪したと認

められる場合には、安全配慮義務・注意義

務違反の内容として斟酌される可能性があ

ると解される 235。 

本条第二項では、健康診断の結果や保健

指導に基づく健康保持について、労働者の

努力義務が規定されている。なお、労働者

が健康保持に努めなかったことにより、疾

病が発症・増悪した場合、使用者が安全配

慮義務違反を免れたり、あるいは、過失相

殺において考慮されたりする可能性 236があ

る。 

 

11．2．2 内容 

保健指導の方法としては、面談による個

別指導、文書による指導等の方法があり、

内容としては、日常生活面での指導、健康

管理に関する情報の提供、再検査又は精密

検査の受診の勧奨、医療機関での治療の勧

奨等がある（平 8・9・13基発第 566 号）。 

また、その円滑な実施に向けて、健康保

険組合その他の健康増進事業実施者（健康

増進法（平成 14 年法律第 103 号）第６条

に規定する健康増進事業実施者をいう。）

等との連携を図ること、産業医の選任義務

のある事業場においては、個々の労働者ご

との健康状態や作業内容、作業環境等につ

いてより詳細に把握し得る立場にある産業

医が中心となり実施されることが推奨され

る（健診事後措置指針 2（5）ロ）。 

 なお、深夜業に従事する労働者について

は、昼間業務に従事する者とは異なる生活

様式を求められていることに配慮し、睡眠

指導や食生活指導等を一層重視した保健指

導を行うよう努めること、また、労災保険

法第 26 条第 2 項第 2 号の規定に基づく特

定保健指導及び高齢者の医療の確保に関す

る法律（昭和 57 年法律第 80 号）第 24 条

の規定に基づく特定保健指導を受けた労働

者については、労働安全衛生法第 66 条の

７第１項の規定に基づく保健指導を行う医

師又は保健師にこれらの特定保健指導の内

容を伝えるよう働きかけることが適当とさ

れる（健診事後措置指針 2（5）ロ）。 

 

11．3 沿革 

 1996（平成 8）年安衛法改正により追加

された（第 66 条の 5）（1996（平成 8）年

改正の背景については 8．3参照）。同改正

に先立ち策定された「第八次労働災害防止

計画」（1993（平成 5）～1997（平成 9）年）

においては、「労働者の心身両面にわたる

健康づくりを推進するため、健康測定とそ

の結果に基づく健康指導の促進を図る」こ

とが予定されていた。 

1999（平成 11）年改正に伴い、第 66 条

の 2 の規定による健康診断の結果も勘案さ
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れるべきことが加えられると共に、条文番

号が第 66 条の 7 に繰り下げられた。2001

（平成 13）年には、「保健婦又は保健士」

を「保健師」に改める改正がなされている。 

 

12 第 66条の 8 

12．1 条文 

第第六六十十六六条条のの八八 事業者は、その労働時間

の状況その他の事項が労働者の健康の保持

を考慮して厚生労働省令で定める要件に該

当する労働者(次条第一項に規定する者及

び第六十六条の八の四第一項に規定する者

を除く。以下この条において同じ。)に対し、

厚生労働省令で定めるところにより、医師

による面接指導(問診その他の方法により

心身の状況を把握し、これに応じて面接に

より必要な指導を行うことをいう。以下同

じ。)を行わなければならない。 

２ 労働者は、前項の規定により事業者が

行う面接指導を受けなければならない。た

だし、事業者の指定した医師が行う面接指

導を受けることを希望しない場合におい

て、他の医師の行う同項の規定による面接

指導に相当する面接指導を受け、その結果

を証明する書面を事業者に提出したとき

は、この限りでない。 

３ 事業者は、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、第一項及び前項ただし書の規定

による面接指導の結果を記録しておかなけ

ればならない。 

４ 事業者は、第一項又は第二項ただし書

の規定による面接指導の結果に基づき、当

該労働者の健康を保持するために必要な措

置について、厚生労働省令で定めるところ

により、医師の意見を聴かなければならな

い。 

５ 事業者は、前項の規定による医師の意

見を勘案し、その必要があると認めるとき

は、当該労働者の実情を考慮して、就業場

所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、

深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほ

か、当該医師の意見の衛生委員会若しくは

安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委

員会への報告その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

 

12．2 趣旨及び内容 

12．2．1 趣旨 

過重労働による健康障害を防止するため

には、適正な労働時間管理と健康管理に加

え、長時間労働による負荷がかかった労働

者についてその健康の状況を把握し、適切

な措置を講じる必要がある。そこで、本条

は、長時間労働により、脳血管疾患及び虚

血性心疾患（脳・心臓疾患）発症のリスク

が高まるとの医学的知見に基づき、長時間

労働者に対し、医師による面接指導を行わ

なければならないことを事業者に義務付け

ている。なお、労災認定された自殺事案に

おいては、長時間労働であった者が多いこ

とから、面接指導の実施の際には、うつ病

等のストレスが関係する精神疾患等の発症

を予防するためにメンタルヘルス面にも配

慮することも求められている（平成 18・2・

24基発第 0224003号）。 

 第 66 条の 8 違反に対する罰則はないが、

第 66 条の 8 の 2 第 1 項、第 66 条の 8 の 4

第 1 項によって義務付けられる研究開発業

務に従事する者や高度プロフェッショナル

に対する長時間労働の面接指導を実施しな

かった場合には、罰金 50万円が科されうる

（安衛法第 120条第 1号）。 
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本条に基づく措置を怠ったことから直ち

に損害賠償請求権や履行請求権が生じると

まではいえないものの、労働者の心身に健

康障害が生じているケースでは、本条に違

反して面接指導を実施しなかったことやそ

のために必要な体制を整えていなかったこ

とが、安全配慮義務・心身の健康に配慮す

る義務に対する違反を基礎づける事情とし

て考慮されうる。 

 

12．2．1 内容 

12．2．1．1 面接指導の実施 

 １週間当たり 40 時間を超えて労働させ

た場合のその超えた時間（時間外労働の時

間）が１か月当たり 80 時間を超えた者で、

かつ、疲労の蓄積が認められる者から申出

があった場合、事業者は医師による面接指

導を実施しなければならない（図表 12-1）。

ただし、1 か月以内に面接指導を受けた労

働者あるいは「これに類する労働者」とし

て、医師による診察の結果、健康診断の結

果、過去の面接指導の結果、疲労蓄積度の

チェックリストの結果等に基づき、医師が

健康上問題がないと認めた労働者で医師が

その必要がないと認めた者については除か

れる（安衛則第 52条の 2第 1項、平成 18・

2・24基発第 0224003 号）。 

 なお、ここでいう面接指導とは、「問

診その他の方法により心身の状況を把握し、

これに応じて面接により必要な指導を行う

こと」であり（安衛法第 66条の 8第 1項）、

医師が労働者と面接し、労働者とのやりと

りやその様子（表情、しぐさ、話し方、声

色等）から労働者の疲労の状況やストレス

の状況その他の心身の状況を把握すること

が想定されるものである。もっとも、近年

のデジタル技術の進展や労働者のニーズを

踏まえ、産業医や過去 1 年以内に当該労働

者に指導を実施した医師等による面接指導

については、労働者の表情を確認でき、情

報セキュリティが確保されているなどの一

定の条件を充たすことにより、情報通信機

器を用いて遠隔での面接指導も可能とされ

ている（平成 27・9・15 基発 0915 第 5 号、

最終改正：令和 2・11・19基発 1119第 2号）。 

面接指導の実施にあたり、労働者の申出

が必要とされているのは、疲労の蓄積は体

調不良や気力減退など他の人には認知され

にくい自覚症状として現れるため、一義的

な判断は難しく労働者に委ねざるを得ない

と考えられるためである（平成 18・2・24

基発第 0224003 号）237。もっとも、労働者

が申出を躊躇することも考えられることか

ら、産業医は、面接指導の対象者に対して、

申出を行うよう勧奨することができる（安

衛則第 52条の 3第 4項）。なお、時間外労

働が月 80 時間を超えた労働者の氏名及び

その超えた時間に関する情報は事業者から

産業医に提供することが義務付けられてお

り（安衛法第 13 条第 4 項、安衛則第 14 条

の 2 第 1 項第 2 号）、産業医はこの情報を

元に勧奨を行うことが考えられる。また、

事業者には、併せて、事業者は「労働者の

業務に関する情報であって産業医が労働者

の健康管理等を適切に行うために必要と認

めるもの」の提供も求められる（安衛則第

14条の 2第 1項第 3号）。ここには、①労

働者の作業環境、②労働時間、③作業態様、

④作業負荷の状況、⑤深夜業等の回数・時

間数などのうち、産業医が労働者の健康管

理等を適切に行うために必要と認めるもの

が含まれる。また、必要と認めるものにつ
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いては、事業場ごとに、あらかじめ、事業

者と産業医とで相談しておくことが望まし

いとされる（平成 30・12・28 基発 1228 第

16 号（平成 31・3・29 基発 0329 第 2 号改

正）。 

勧奨の方法としては、①産業医が、健康

診断の結果等から脳・心臓疾患の発症リス

クが長時間労働により高まると判断される

労働者に対して、面接指導の対象者に該当

する場合には、申出を行うことをあらかじ

め勧奨しておくことや、②家族や周囲の者

からの相談・情報を基に産業医が当該労働

者に対して申出の勧奨を行うことも考えら

れる（平成 18・2・24基発第 0224003号）。 

事業者はまた、労働者の申出がしやすい

環境を整えることが求められる（平成 18・

2・24 基発第 0224003 号）。特に、面接指

導対象者がいるか、あるいは、いる可能性

のある事業場等においては、衛生委員会等

において調査審議の上で、労働者が自己の

労働時間数を確認できる仕組みや申出様式

の作成、申出窓口の設定など申出手続を行

うための体制を整備する他、こうした体制

を周知すること、申出を行うことによる不

利益な取扱いが行われることがないように

することなど、申出がしやすい環境となる

よう配慮することなどが求められる。また、

家族や職場の周囲の者が労働者の不調に気

付くことも少なくないことから、プライバ

シーの保護に留意しつつ、事業者は、家族

や周囲の者から相談・情報を受けた場合に、

必要に応じて当該労働者に面接指導を受け

るように働きかけるなどの仕組みを整備す

ることが望ましいとされている。 

月 80 時間を超えた時間外労働の時間の

算定は、毎月一回以上、一定の期日（例え

ば、事業場における賃金締切日）を定めて

行わなければならない（同第 52条の 2第 2

項）。月 80時間を超えた時間外労働の時間

は、1 か月の総労働時間数（労働時間数＋

延長時間数＋休日労働時間数）から計算期

間（1か月間）の総暦日数／7）×40時間を

除すことにより、算出される。なお、時間

外・休日労働時間の時間数について、事業

者の把握している時間数と申出を行った労

働者の把握している時間数との間に差異が

あり、かつ、その確定に時間を要する場合

においては、健康確保の観点から、まずは

面接指導を実施することが望ましいとされ

る（平成 18・2・24基発第 0224003号）。 

ある労働者の時間外労働が月 80 時間を

超えた場合、事業者は当該労働者にその旨

の情報を通知しなければならない（安衛則

第 52条の 2第 3項）。申出は、時間の算定

がされた期日後、遅滞なく、すなわち、1

か月程度で行うものとされ（同第 52条の 3

第 2 項）、事業者は申出があったときは遅

滞なく、1 か月程度で面接指導を行わなけ

ればならない（同第 3 項）。労働者は、事

業者が行う面接指導を受けなければならな

いが、事業者の指定した医師が行う面接指

導を受けることを希望しない場合において、

他の医師の行う面接指導に相当する面接指

導を受け、その結果を証明する書面を事業

者に提出することもできる（本条第 2項）。

労働者の医師選択の自由に配慮したものと

いえる。なお、面接指導を実施する医師と

しては、産業医、産業医の要件を備えた医

師等労働者の健康管理等を行うのに必要な

医学に関する知識を有する医師が望ましい

とされている（平成 18・2・24基発第 0224003

号）。 
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面接指導を実施した医師は、①当該労働

者の勤務の状況、②当該労働者の疲労の蓄

積の状況、③そのほか当該労働者の心身の

状況について確認する（同第 52 条の 4）。

事業者は、面接指導が実施された後、遅滞

なく、すなわち、遅くとも 1 か月以内に、

面接指導の結果に基づき、当該労働者の健

康を保持するために必要な措置について、

医師の意見を聴かなければならない（本条

第 4 項、安衛則第 52 条の 7、平成 18・2・

24基発第 0224003号）。面接指導を実施し

た医師が、当該面接指導を受けた労働者の

所属する事業場で選任されている産業医で

ない場合には、面接指導を実施した医師か

らの意見聴取と併せて、当該事業場で選任

されている産業医の意見を聴取することも

考えられるとされる（平成 18・2・24 基発

第 0224003号）。  

12．2．1．2 事後措置の実施 

 事業者が医師の意見を勘案し、その必要

があると認めるときは、当該労働者の実情

を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、

労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の

措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生

委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時

間等設定改善委員会への報告その他の適切

な措置を講じなければならない（本条第 5

項）。衛生委員会等・労働時間等設定改善

委員会への報告が求められるのは、衛生委

員会等は長時間労働者の健康障害防止を図

るための対策やメンタルヘルス対策等につ

いて、労働時間等設定改善委員会は、労働

時間等の設定の改善に関する事項について

調査審議するにあたり、労働者の健康の状

況を把握しておくことが有効と考えられる

ためである。また、衛生委員会等又は労働

時間等設定改善委員会への医師の意見の報

告に当たっては、医師からの意見は個人が

特定できないように集約・加工するなど労

働者のプライバシーに適正な配慮を行うこ

とが必要である（施行通達・平成 18・2・

24基発第 0224003号）。なお、事業者には、

事後措置を実施した場合にはその内容、し

なかった場合にはその旨とその理由を産業

医に情報提供することが求められる（安衛

法第 13 条第 4 項、安衛則第 14 条の 2 第 1

項第 1号）。 

 

12．2．1．3 記録の作成・保存 

事業者は面接指導の結果について記録し、

5 年間保存しておかなければならない（本

条第 3項、安衛則第 52条の 6）。記録には、

①実施年月日、②当該労働者の氏名、③面

接指導を行つた医師の氏名、④当該労働者

の疲労の蓄積の状況、⑤当該労働者の心身

の状況の他、医師の意見についても記載す

るものとされる（安衛則第 52条の 5）。 

12．2．1．4 費用と時間 

 面接指導の費用については、法で事業者

に面接指導の実施の義務を課している以上、

当然、事業者が負担すべきものであるとさ

れ、面接指導を受けるのに要した時間に係

る賃金の支払いについては、当然には事業

者の負担すべきものではなく、労使協議し

て定めるべきものであるが、労働者の健康

の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条

件であることを考えると、面接指導を受け

るのに要した時間の賃金を事業者が支払う

ことが望ましいとされている（施行通達・

平成 18・2・24基発第 0224003号）。 

12．2．1．5 派遣労働者に対する面接指導 

 また、派遣労働者に対する面接指導を実
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施する義務を負うのは派遣元事業主である

が、派遣労働者の労働時間については、派

遣先が派遣元に通知することとされており

（労働者派遣法第 42 条第 3項）、面接指導

が適正に行われるためには派遣先及び派遣

元の連携が不可欠であるとされている（平

成 18・2・24基発第 0224003号）。 

 

12．3 沿革 

12．3．1 制度史 

12．3．1．1 制定 

 本条は、2005（平成 17）年改正で追加さ

れた規定である。過労死が社会問題化する

中で、2001（平成 13）年 11月 16 日に示さ

れた「脳・心臓疾患の認定基準に関する専

門検討会報告書」では、1 日 5 時間以下の

睡眠は、脳・心臓疾患発症との関連におい

て有意性があるところ、1 日 5 時間程度の

睡眠が確保できない状態は、労働者の場合、

1 日の労働時間が法定労働時間である 8 時

間を超え、5 時間程度の時間外労働を行っ

た場合に相当し、これが 1 か月継続した状

態は、おおむね 100 時間を超える時間外労

働が想定されることを明らかにした。他方、

1 日 7.5 時間程度の睡眠が確保できる状態、

すなわち、1 日の時間外労働が 2 時間程度

で月 45 時間の時間外労働が想定される場

合には、疲労の蓄積は生じないものと考え

られるとした（図表 12-2）。 

 2002（平成 14）年には「過重労働による

健康障害防止のための総合対策」（平成 14・

2・12 基発 0212001 号）が示され、その中

では、時間外・休日労働時間が月 45 時間を

超えているおそれがある事業場に対しては、

面接指導及びその事後措置の実施を指導す

ること、指導に従わない場合には、安衛法

第 66条第 4項に基づき、当該面接指導等の

対象となる労働者に関する作業環境、労働

時間、深夜業の回数及び時間数、過去の健

康診断及び面接指導の結果等を踏まえた労

働衛生指導医の意見を聴き、臨時の健康診

断の実施を指示するとともに、厳正な指導

を行うことなどが示された。なお、同通達

に対しては、産業界から厚生労働省に対し

て、過重労働による健康障害を労働時間の

みを物差しとして決めるということには納

得できない旨の申入れがなされている 238。 

 2004（平成 16）年 8 月 23 日の「過重労

働・メンタルヘルス対策の在り方に係る検

討会報告書」においては、医師が直接労働

者に面接すること及び健康確保上の指導を

行うことを制度化すべきこと、事業者は、

医師による面接指導の結果に基づき、必要

に応じて健康診断、労働時間の制限や休

養・療養等の適切な措置を実施するように

すること、面接指導が必要な場合としては

脳・心臓疾患発症との関連性が強いとされ

る月 100 時間を超える時間外労働又は 2 な

いし 6か月間に月平均 80時間を超える時間

外労働をやむなく行った場合が考えられる

こと、時間外労働時間が短い場合であって

も、予防的な意味を含め健康上問題が認め

られる場合には面接指導を行うことが必要

と考えられることが示され、本条及び安衛

法第 66条の 9に基づく現行制度の骨格とな

る提案がなされた。 

 労働政策審議会安全衛生分科会では、同

制度の導入をめぐって激しい議論が交わさ

れている。使用者側委員からはまず、2002

（平成 14）年の通達が出されたわずか 2年

後に法的義務を課す必要性について疑義が

示されるとともに 239、これまで月 45時間を
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超えているおそれがある事業場に対して面

接指導の実施を促してきたにもかかわらず、

月 80ないし 100時間という基準を示すこと

でかえって事態を後退させることになる可

能性について指摘がなされている 240。また、

面接指導の対象者を画するにあたり、労働

時間のみを基準とすることについても消極

の意見が示されている 241。 

これに対し、労働衛生課長からは、2002

年の総合対策に基づき面接指導を導入した

ところは産業医が選任されている大手の事

業場でも 6 割程度にとどまる一方、過労死

の認定件数が労働災害死亡件数の 1 割近く

になっており、高止まりの状態であること

などから、より実効的な対策が必要である

こと 242、長時間労働と脳・心臓疾患との間

の関連性に医学的根拠があることなどが繰

り返し説明されている 243。特に、衛生学を

専門とする公益委員からは、時間外労働と

健康リスクに関わる 8 の調査報告の全てに

おいて、時間外労働が 100 時間以上となっ

た場合、すなわち、睡眠時間はほぼ 5 時間

以下となった場合の脳・心臓疾患リスクは

高いという研究成果が出ていることが説明

されている。なお、睡眠時間が 6 時間未満

という調査では、ほとんどがリスクが高い

という結果が出るのに対し、6 時間以下と

なると半分程度がリスクが高いという結果

になるというところがあり、睡眠時間が概

算すると 6時間になる時間外労働月 80時間

については努力義務としても良いのではな

いかとの見解が述べられている 244。 

また、使用者側委員から、労働時間管理

を受けない管理監督者も含めて労働時間の

把握をすること、とりわけ複数月平均の上

で労働時間を算出することについて負担が

重いとの意見や対象者をよりリスクの高い

ものに絞り込むべきではないかとの意見が

出され 245、これを受けて、面接指導の対象

者確定にあたり、時間外・休日労働が複数

月平均 80 時間超との基準は削除されたほ

か、面接指導の対象者を「申出」のあった

者のみとする修正がなされている 246。なお、

公益委員からは、産業医が必要と認めたと

きは面接指導を実施するようにすべきであ

るとの意見も出されていたが、面接指導自

体が本人の申出をベースにしていることを

踏まえ、産業医は労働者に勧奨・助言を行

うとの立て付けにされている 247。 

 以上の他、面接指導の実施にあたって、

産業医や中小企業への支援が必要であると

の意見 248を踏まえ、産業医に対する支援に

ついては、実施体制が不十分な面接指導マ

ニュアルの作成、面接指導の実施方法等に

関する研修の実施、専門医による産業医を

支援するための相談体制の整備等が、中小

企業に対する支援については、地域産業保

健センターにおける登録産業医による面接

指導の実施が予定されるに至っている 249。

なお、産業医の選任義務のない常時 50人未

満の労働者を使用する事業場は 2008（平成

20）年 3月 31日までの間、本条及び安衛法

第 66条の 9に基づく面接指導の実施義務は

猶予された。もっとも、猶予期間において

も、地域産業保健センターの活用による面

接指導及びこれに基づく事後措置の実施が

推奨されている（平成 18・2・24 基発第

0224003 号）。 

 

12．3．1．2 2018（平成 30）年改正 

2018（平成 30）年働き方改革関連法によ

り、時間外労働に対する上限規制が導入さ
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れ、特別条項（臨時的に生じた特別な事情

により時間外労働の原則である月 45 時

間・年間 360 時間を超えて労働することを

可能とする条項）が締結されているか否か

に関わらず、時間外労働と休日労働の合計

は、月 100 時間未満であり、「かつ」、複

数月平均 80 時間以内であることが罰則付

きで求められることとなった（労基法第 36

条第 6 項、同法第 119 条第 1 号）。すなわ

ち、時間外労働と休日労働の合計が 100 時

間以上となることは勿論、100 時間を切る

場合でも複数月平均 80 時間を超える場合

には、労基法上違法とされることになった。

そのため、2018（平成 30）年改正では、面

接指導の対象となる労働者の時間外労働・

休日労働の時間を月 100時間から月 80時間

に引き下げる改正がされている。過重労働

により脳・心臓疾患等の発症のリスクが高

い状況にある労働者を見逃さないよう、労

働者の健康管理等を強化するための改正と

いえる（平成 30・9・7基発 0907 第 2号）。

なお、労働政策審議会安全衛生分科会の議

事録をみる限り、この改正案に対し、異論

はみられない。 

 また、2017（平成 29）年 3月 28日の「働

き方改革実行計画」において「過労死等の

リスクが高い状況にある労働者を見逃さな

いため、産業医による面接指導や健康相談

等が確実に実施されるように」することが

目指され、そうした中で、事業者から産業

医への情報提供の仕組みも強化されている。

すなわち、長時間労働者等への就業上の措

置に関して産業医がより適確に関与するた

めに、産業医等からの意見を勘案して、就

業上の措置を行った場合にはその内容を行

わなかった場合はその旨及びその理由を産

業医に情報提供しなければならないとされ

た他、産業医がより効果的に活動するため

に、時間外労働が月 80時間を超える労働者

の氏名や時間に関する情報や労働者の業務

に関する情報が提供されるべきとされた 250。

こうした情報提供の重要性については、平

成 18・2・24 基発第 0224003 号において規

定されていたが、安衛則改正により新たに

法令上の根拠を持つこととされた。 

 

12．3．2 背景となった災害等 

 2004（平成 16）年の「過重労働・メンタ

ルヘルス対策の在り方に係る検討会報告

書」においては、国際化・情報化等に伴う

企業間競争の激化、企業における能力主義、

成果主義的な賃金・処遇制度の導入など人

事労務管理の個別化の中で、労働時間は長

短両極へ二分化する傾向にあるとともに、

仕事に関して強い不安やストレスを感じて 

いる労働者は 6 割を超えるなど労働者への

負荷は拡大する傾向にあること、一般健康

診断結果をみると、有所見率は年々増加の

一途をたどり、2003(平成 15)年では何らか

の所見を有する者の割合は 47.3%にも達し

ており、その中でも高脂血症、高血圧症等

に関連する所見を有する者の割合が高くな

っていること、こうした中で脳血管疾患及

び虚血性心疾患等を発症したとして 2003

（平成 15）年度に労災認定された件数は

310 件を超えていることなどが示されてい

る。また、業務による心理的負荷を原因と

して精神障害を発病し、あるいは当該精神

障害により自殺に至る事案が増加し、

2003(平成 15年)度の労災認定件数は 100件

を超えていることが指摘されている（図表

12-3）。 
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12．4 適用の実際 

12．4．1  面接指導の実施状況 

2020（令和 2年）度労働安全衛生調査（実

態調査）の事業所調査結果（図表 12-4）に

よれば、１か月間の時間外・休日労働時間

数が 45 時間超 80 時間以下の労働者がいた

事業所の割合は 16.3％［平成 30 年調査 

25.0％］、80時間超の労働者がいた事業所

の割合は 2.5％［同 7.0％］と前回調査より

も減少傾向にある。事業所規模が大きくな

るほどその割合は高くなる傾向にあり、

1000人以上の事業所において、80時間超の

時間外・休日労働をした労働者の割合は

41.0％である。 

また、これらの長時間労働者がいた事業

所のうち、面接指導の申し出があった労働

者がいたとする事業所の割合は、45時間超

80 時間以下の労働者がいた事業所で 2.4％

［9.3％］、80 時間超の労働者がいた事業

所で 12.1％［17.6％］に留まる。申し出が

あった労働者がいた事業所を 100 として、

長時間労働者に対する医師による面接指導

の実施状況をみると、面接を実施した事業

所の割合は、45 時間超 80 時間以下の労働

者がいた事業所は 78.9％、80 時間超の労

働者がいた事業所は 95.4％となっている。 

 

12．4．2 定期監督における法違反状況 

 「平成 31年・令和元年労働基準監督年報」

によれば定期監督における面接指導実施等

義務違反（本条のほか、安衛法第 66条の 8

の 2、第 66 条の 8 の 4）の件数は 379 件で

あるのに対し、「令和 2 年労働基準監督年

報」では 618 件である。 

 

12．5 関係判例 

12．5．1 面接指導実施のための体制整備 

 公立八鹿病院組合事件・広島松江支判平

成 27・3・18 労判 1118 号 25 頁は、パワハ

ラや過重労働を背景として、I 病院から派

遣された新人医師 Bが、精神疾患発症の末、

過労自殺したことについて、派遣先病院側

（Y 組合）の安全配慮義務違反に基づく責

任が問われた事案である。 

 判旨は、新人医師らの労働環境整備に努

めておくべきであったこと、また、亡 B の

勤務時間や人間関係を含めた勤務状況を把

握した上で、パワハラ加害者に対してはそ

の是正を求めるとともに、ひとまず仕事を

完全に休ませたり、大幅な事務負担の軽減

を図るなどの方法により亡 B の心理的負荷

や疲労を軽減させるべきであったとし、仮

にそうした対応がなされていたとすれば、

亡 B の本件疾病及びそれによる本件自殺を

防止し得る蓋然性があったとする。なお、

ここで求められる労働環境整備の具体的内

容としては、亡 B の自殺後に開催された労

働安全衛生委員会で提言されている諸方法

が挙げられており、①医師赴任時の各部署

紹介、新人紹介、歓迎会の復活、②3～5年

目の医師の診療科を超えた横の繋がりを持

つ機会の提供、③長時間労働者に対する医

師による面接指導を確実に実施するため、

対象者を労働安全衛生委員会へ報告し、労

働者が自己の労働時間数を確認できるシス

テムの構築、④業場内産業保健スタッフに

よる面接指導や相談を受ける体制・方法の

整備、⑤労働安全衛生法に則った指針等の

作成、⑥職員に対する啓蒙活動、⑦産業医

や健康センター保健師らによるメンタルヘ

ルス専門部会を作り、カウンセラーからの
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相談、休職者、復職リハビリ対象者などの

検討が認定されている。 

 Y 組合は、本件病院において、病診連携

等のシステムを導入し、可能な限りの医師

不足の解消や個々の勤務医の負担軽減を図

り、一定の成果を上げるなどしていたこと

から適正管理義務違反はないと主張してお

り、主張される事実それ自体については裁

判所も認めたが、Y 組合が時間外勤務時間

の把握自体が不十分であり、亡 B の前任者

らも半年で病院を去っているにも関わらず、

何ら対策がなされた形跡がないことから、

安全配慮義務違反が肯定された。 

 同判決は、過労自殺に対する使用者の安

全配慮義務違反を肯定する際に、使用者側

が講ずべきとされた労働環境整備の一内容

として、長時間労働者に対する医師による

面接指導を確実に実施するための対応策を

とること（具体的には、対象者を労働安全

衛生委員会へ報告し、労働者自身も自己の

労働時間数を確認できるシステムを構築す

ること）が考慮された事案である。同判決

においては、そもそも労働時間の把握それ

自体が適切になされていない上、パワハラ

に係る問題について何らの対策がとられて

いなかったという点が安全配慮義務違反を

認めた結論との関係では重視されており、

長時間労働者に対する面接指導を確実に実

施するための対応策が行われていなかった

ことの一事をもって安全配慮義務違反を認

めたものではない。また、この対応策は本

件病院の労働安全衛生委員会において、亡

B の過労自殺後に提言された内容をそのま

ま認定したものであり、直ちに他の事案に

一般化できるものではない。しかし、こう

した対応策をとることは、使用者側が労働

環境整備を行っていたことを示す一事情と

して、安全配慮義務違反を否定する方向で

考慮されうることは示唆されているといえ

る。なお、同判決はまた、労働時間の把握

が健康管理の前提となるものであることを

示すものといえる（→14.5）。 

 

12．5．2 面接指導に基づく対応 

横河電機（ＳＥ・うつ病罹患）事件・東

京高判平成 25・11・27労判 1091号 42頁は、

システムエンジニアである X が、長時間労

働による肉体的・精神的疲労の蓄積と、上

司 Y2の業務上の指示・指導による精神的ス

トレスの蓄積が重なって、うつ病を発症し

た上、PICS（プラント操作監視装置）の開

発業務の納期が次々と到来する状況で過重

な業務を継続する中、その業務の成果が認

められないという出来事も発生し、更に症

状が悪化したことについて、Y1社の安全配

慮義務違反や Y2 の不法行為責任が争われ

た事案である。このうち Y2による指示・指

導については社会通念上相当性を逸脱する

ものではないとして、責任が否定されてい

る。 

 Y1 社の安全配慮義務違反との関係では、

Y1社による精神障害発症についての予見可

能性の有無が争われたが、X がうつ病発症

前後の月の時間外労働が 90 時間を超える

程度に及んでいることについて Y1 社が把

握していたこと、Y2をはじめとする上司ら

は X の業務量、進捗状況、納期等を把握し

ていたこと、他の上司 A や同僚等は X の体

調不良について認識しており、Y2も業務遂

行過程において認識可能であったことなど

から、精神障害発症の予見可能性が肯定さ

れている。 
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 X のうつ病発症時期は平成 17 年 11 月頃

と認定判断されているが、発症後である同

年 12 月にグループ長 B から、同年 10 月か

らの時間外労働が 158 時間に達していると

ころ、175 時間を超える場合には、時間外

労働の許可を得るにあたり産業医の健診を

受ける必要があるとして、その予約につい

て指示を受けている。産業医の診察に際し

て作成した問診票には、最近 1 か月の自覚

症状として、「イライラする」、「不安だ」、

「落ち着かない」、「憂鬱だ」、「体の調子が

悪い」、「作業に間違いが多い」、「以前と比

べて疲れやすい」の各項目に「よくある」

と回答し、「物事に集中できない」、「へとへ

とだ（運動後を除く）」、「朝、起きた時、ぐ

ったりした疲れを感じる」の各項目に「時々

ある」と回答が、また、最近１か月の勤務

状況として、「１か月の時間外労働」、「仕事

についての精神的負担」の各項目に「非常

に大きい」と回答し、「仕事についての身体

的負担」の項目に「大きい」との回答がな

されている。産業医は、同月 27 日の再面談

まで残業を禁止したが、X は納期が迫って

いることから、午前 8 時に出社し、休憩時

間中も業務を行うなどして対応した他、プ

ログラムのバグ等により開発業務が予定ど

おり進行しなくなったことを受けて、体調

不良を押して業務に従事するなどしていた。

こうした中で、X は、業務に関して不明な

点をインターネット上の公開掲示板で質問

するという作業を自宅で行い、そこで得た

回答を上司 Y2に報告したところ、その成果

を認めてもらえなかったため、X が行って

いる業務を全て否定されたように感じ、相

当な精神的打撃を受け、その後、実家に帰

らされた後、休職に入っている。また、上

司 A は、開発業務の関係者に対し、余りに

もタイトなスケジュールであり、内容も難

しいものであったことから、X の体調が崩

れてしまったことについて報告し、作業工

程は明らかに不適切であるとして、即時に

停止し、新たな業務態勢を構築することと

している。 

 同判決の原審（東京地判平成 24・3・15

労判 1091号 60頁）では、Y2の不法行為責

任が否定されているが、Y1社の安全配慮義

務違反についても、従業員が長時間の時間

外労働をする場合に産業医による診察及び

その許可を条件とするなど、従業員の過重

な勤務を予防する態勢を採っていることを

理由に否定されていた。しかし、同判決は、

結論において安全配慮義務違反を肯定する

結論を採っている。同判決は予見可能性の

有無については具体的に判示するものの、

結果回避のためにいかなる措置をとるべき

だったかについて明確に判示していない。

しかし、その事実認定から推察すると、使

用者としては、長時間労働者の面接指導に

おいて医師から指示された「残業禁止」を

形式的に行うだけでは、安全配慮義務に基

づく対応として不十分であり、時間的制約

と業務量に照らしたタイトなスケジュール

が精神的健康に与える影響を踏まえて、業

務軽減等の措置を具体的にとる必要がある

ことが示唆されているといえる。 

 

12．5．3 就業上の措置に関する意見が出

されなかった事例 

 東芝（うつ病・解雇）事件・最判平成 26・

3・24 労判 1094 号 22 頁は、液晶ディスプ

レイ製造プロジェクトのリーダーとして月

60～85 時間程度の時間外労働をしていた X
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がうつ病を発症・増悪したことについて、Y

社の安全配慮義務違反に基づく損害賠償責

任を追及した事案である。原審（東京高判

平成 23・2・23労判 1022号 5頁）は、損害

賠償責任を認めた上で、賠償額の算定にあ

たり、X が神経症と診断を受け、デパス錠

の処方を受けていたことについて産業医や

上司に申告しなかったことが、うつ病の発

病を回避したり、発病後の増悪防止する措

置をとる機会を失わせる一因になったとし

て、損害の公平な分担という見地から過失

相殺を認めた。これに対し、最高裁は、以

下のように述べて、過失相殺を否定した。 

「X が Y 社に申告しなかった自らの精神的

健康（いわゆるメンタルヘルス）に関する

情報は、神経科の医院への通院、その診断

に係る病名、神経症に適応のある薬剤の処

方等を内容とするもので、労働者にとって、

自己のプライバシーに属する情報であり、

人事考課等に影響し得る事柄として通常は

職場において知られることなく就労を継続

しようとすることが想定される性質の情報

であったといえる。使用者は、必ずしも労

働者からの申告がなくても、その健康に関

わる労働環境等に十分な注意を払うべき安

全配慮義務を負っているところ、……労働

者にとって過重な業務が続く中でその体調

の悪化が看取される場合には、上記のよう

な情報については労働者本人からの積極的

な申告が期待し難いことを前提とした上で、

必要に応じてその業務を軽減するなど労働

者の心身の健康への配慮に努める必要があ

るものというべきである。」 

 ただし、本件は、心身の不良をうかがわ

せる事情がおよそ申告されていなかったと

いう事案ではなく、X が過重な業務が続く

中で、体調不良であることを Y 社に伝え、

相当の日数の欠勤を繰り返し、業務の軽減

の申出をするなどしていた事案であった。

最高裁は、そうした事情も踏まえた上で、

「Y 社としてはそのような状態が過重な業

務によって生じていることを認識し得る状

況にあり、その状態の悪化を防ぐために X

の業務の軽減をするなどの措置を執ること

は可能であった」としている。なお、Xは、

上司に対して体調不良の申告や業務軽減の

申出をしていた他、3 月及び 4 月の時間外

超過者健康診断において、産業医に対して

頭痛、めまい、不眠等の自覚症状が時々あ

る旨申告したが、産業医は特段の就労制限

は要しないと判断した。また、6 月の時間

外超過者健康診断では、頭痛、めまいはい

つもあり、不眠等は時々ある旨、7 月の時

間外超過者健康診断では、頭痛、めまい、

不眠等がいつもある旨の申告をした。この

うち、6月の時間外超過者健康診断では、5

月に体調を崩して 1 週間欠勤したが、課長

からもう大丈夫だろうと言われて仕事を増

やされた旨の申告もなされたが、産業医は

「まあ、一週間休んだということで。」と述

べ、それ以上の対応をしていない。この他、

X は定期健康診断の問診に係る自覚症状に

ついて、いつも頭が痛く重い、心配事があ

ってよく眠れない、いつもより気が重くて

憂鬱になるなど 13 項目の欄に印を付けて

申告している。 

 同判決においては、メンタルヘルス不調

に関する情報について労働者から申告がな

くとも、「労働者にとって過重な業務が続く

中でその体調の悪化が看取される場合」に

は、上記情報について労働者本人からの積

極的な申告が期待し難いことを前提とした
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上で、必要に応じて業務軽減等の配慮をす

る必要があるとして、過失相殺を否定して

いる 251。本件において、労働者の「体調の

悪化」について看取する機会としては、通

常の業務遂行過程の他、Y 社において実施

されていた時間外超過者健康診断（本条に

基づく面接指導よりも対象が広い）の機会

があった。そのため、いずれの点からみて

も「（体調の悪化が）看取される場合」であ

ったといえるが、Y 社として、この点を軽

視し、適切な対応をしなかったために、う

つ病の発症・増悪が防止できなかった事案

といえる。なお、同判決の差戻審である東

京高判平成 28・8・31 労判 1147 号 62 頁に

おいては比較的高額の慰謝料（400 万円。

なお、差戻前控訴審では過失相殺により 320

万円）が認められているが、その際、業務

軽減の申出が聞き入れてもらえなかったこ

とや「産業医の対応にも問題があった」こ

とが考慮されている。こうしたことからす

ると、本条に基づく長時間労働者の面接指

導を担当する医師は、メンタルヘルス不調

の可能性に留意しつつ、必要と認める場合

には就業上の措置を指示する必要があり、

これを怠った場合、後に、使用者に安全配

慮義務違反の責任が生じる可能性があると

いえる。 

 

 

13 第 66条の 8の 2 

13．1 条文 

 

13．2 趣旨及び内容 

13．2．1 趣旨 

本条は、労基法において３６協定の締結

により許容される時間外労働に対する上限

規制の適用が除外される研究・開発業務従

事者（労基法第 36 条第 11 項）が、月 100

時間を超える時間外労働をした場合に、医

師による面接指導の実施を事業者に義務付

けたものである。労働時間に係る上限規制

の適用が除外されるとしても、健康確保の

観点からの規制がなお必要であることを踏

まえたものといえる。 

 本条違反に対しては罰則があり、50万円

以下の罰金に処せられる可能性がある（安

第第六六十十六六条条のの八八のの二二 事業者は、その

労働時間が労働者の健康の保持を考

慮して厚生労働省令で定める時間を

超える労働者(労働基準法第三十六条

第十一項に規定する業務に従事する

者(同法第四十一条各号に掲げる者及

び第六十六条の八の四第一項に規定

する者を除く。)に限る。)に対し、厚

生労働省令で定めるところにより、医

師による面接指導を行わなければな

らない。 

２ 前条第二項から第五項までの規

定は、前項の事業者及び労働者につい

て準用する。この場合において、同条

第五項中「作業の転換」とあるのは、

「職務内容の変更、有給休暇(労働基

準法第三十九条の規定による有給休

暇を除く。)の付与」と読み替えるも

のとする。 
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衛法第 120 条第 1 号）。私法上の効力につ

いては、第 66条の 8を参照。 

 

13．2．1 内容 

新たな技術、商品又は役務の研究開発に

係る業務（労基法第 36 条第 11 項）とは、

専門的、科学的な知識、技術を有する者が

従事する新技術、新商品等の研究開発の業

務をいう（施行通達・平成 30・9・7 基発

0907第 1号）。かかる業務に従事する労働

者については、労働時間が週 40 時間を超え

た場合に、その超えた時間が 1 か月当たり

100 時間を超えた場合には、本条に基づき

医師による面接指導を行うことが義務付け

られる（安衛則第 52条の 7の 2）。超えた

期間の算定は、毎月一回以上、一定の期日

を定めて行わなければならず、面接指導は

同期日後遅滞なく行われなければならない

（同第 52 条の 7 の 2 第 2 項、第 52 条の 2

第 2項）。本条に基づく面接指導について、

労働者の申出によらずに実施が求められる

点は、高度プロフェッショナル制の適用を

受けない通常の労働者の面接指導（安衛法

第 66条の 8）とは異なる。他方、労働者は

面接指導を受けなければならないとされて

いる点、事業者は面接指導結果に基づき、

対象労働者の健康保持に必要な措置につい

て医師の意見を聴かなければならない点、

記録の保存が求められる点は同様である。

なお、事後措置の必要があると認められる

ときは、職務内容の変更、有給休暇の付与、

健康管理時間が短縮されるための配慮等の

措置を講じなければならないとされている。 

 なお、週 40時間を超えて労働させた場合

におけるその超えた時間が月 100 時間を超

えない研究開発業務に従事する労働者であ

っても、当該超えた時間が 80 時間を超え、

かつ、疲労の蓄積が認められる者について

は、安衛法 66 条の 8 第１項に基づく面接

指導の対象となる（安衛法施行通達・平成

30・9・7基発 0907第 2号）。 

 また、本条に基づく面接指導に係る費用

については、事業者に当該面接指導の実施

の義務を課している以上、当然、事業者が

負担する必要がある。また、事業者がその

事業の遂行に当たり、当然実施されなけれ

ばならない性格のものであり、所定労働時

間内に行われる必要があり、時間外に行わ

れた場合には、当然、割増賃金を支払う 

必要があるとされる（改正解釈通達・平成

31・3・29基発 0329第 2号 Q＆A8）。 

 

13．3 沿革 

 2018（平成 30）年の働き方改革関連法に

より時間外労働に対する罰則付上限規制が

導入される以前においても、「労働基準法

第 36条第 1項の協定で定める労働時間の延

長の限度等に関する基準」（平成 10年労働

省告示第 154 号。以下「限度基準告示」と

いう）が存在し、労使協定を締結すること

により許容される時間外労働の限度時間に

ついて定めを置いていた。同基準は私法上

の効力を持つものではなかったが、行政指

導の根拠とされていた。限度基準告示にお

いて、「新技術、新商品等の研究開発の業

務」に係る労使協定については、限度時間

の制限が適用されないものとされていた。 

2017（平成 29）年 6月 5日の労働政策審

議会建議「時間外労働の上限規制等につい

て」では、新技術、新商品等の研究開発の

業務については、専門的、科学的な知識、

技術を有する者が従事する業務の特殊性か
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ら、現行制度で対象となっている範囲を超

えた職種に拡大することのないよう、その

対象を明確化した上で上限規制の適用除外

とすること、その際、本条に基づく面接指

導を義務付けることが適当であるとされた。 

 

13．4 適用の実際 

 「令和 2年労働安全衛生調査（実態調査）」

の事業所調査によれば、労働時間の状況を

把握している研究開発業務従事者がいる事

業所のうち、100 時間超の時間外・休日労

働をした労働者がいたと回答した事業所の

割合が 0.9％（労働者数階級別にみると、2

人が 0.3％、4人が 0.1％、6～9人が 0.1％、

10 人以上が 0.1％、不明が 0.3％）、いな

いとの回答が 93.2％、不明が 5.9％である。

また、100 時間超の時間外・休日労働をし

た労働者がいたと回答した事業所のうち、

面接指導を申し出た者がいたと回答した事

業所が 0.9％であるが、このうち、面接指

導を実施したと回答したのは 32.3％、不明

が 67.7％である。 

 

14 第 66条の 8の 3 

14．1 条文 

 

 

14．2 趣旨及び内容 

14．2．1 趣旨 

本条は、長時間労働者に対する面接指導

を適切に実施するために、労働時間の状況

の客観的把握を事業者に義務付けるもので

ある。労働時間の把握は、従来、割増賃金

を含む賃金の適正支払の観点から求められ

てきたものであるが、長時間労働及びこれ

による健康障害防止が重要な政策課題とな

るなかで、労働者の健康確保という観点か

ら、これを求めるものといえる。 

本条違反に対する罰則の規定はない。ま

た、本条違反の事実のみから直ちに損害賠

償請求権や履行請求権が基礎づけられると

までは言い切れないとしても、杜撰な労働

時間把握がなされている中で長時間労働と

なり、健康障害が生じた事案では、労働時

間把握義務違反が安全配慮義務違反ないし

注意義務違反の一内容として考慮されうる。 

 

14．2．2 内容 

14．2．2．1 概要 

事業者は、面接指導（安衛法第 66条の 8

第 1項又は第 66条の 8の 2第 1項（研究開

発業務従事者））を実施するため、タイムカ

ードによる記録、パーソナルコンピュータ

等の電子計算機の使用時間の記録等の客観

的な方法その他の適切な方法により、「労働

時間の状況」を把握しなければならないと

される（安衛法第 66条の 8の 3、安衛則 52

条の 7の 3第 1項）。本条に基づく義務の内

容については、「働き方改革を推進するため

の関係法律の整備に関する法律による改正

後の労働安全衛生法及びじん肺法関係の解

釈等について」（平成 30・12・28基発 1228

第 16号）に付された Q&Aにおいてより明ら

第第六六十十六六条条のの八八のの三三 事業者は、第六

十六条の八第一項又は前条第一項の

規定による面接指導を実施するため、

厚生労働省令で定める方法により、労

働者(次条第一項に規定する者を除

く。)の労働時間の状況を把握しなけ

ればならない。 
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かにされており、「労働時間の状況の把握」

とは、労働者の健康確保措置を適切に実施

する観点から、労働者がいかなる時間帯に

どの程度の時間、労務を提供し得る状態に

あったかを把握することを指す（Q&A8）。 

労働時間を把握の対象となる労働者は、

高度プロフェッショナル制度（労基法第 41

条の 2）の適用者を除く全ての労働者であ

る。高度プロフェッショナル制度の適用対

象者には、健康管理時間の把握が労基法に

基づいて義務付けられていることとの関係

から除かれている（Q&A9）。把握の対象とな

る労働者には、労働時間・休憩・休日規制

の適用が除外されている農業・水産業従事

者、管理監督者、監視・断続的労働従事者

（労基法第 41条）や労使協定等により実労

働時間にかかわらず、一定の労働時間働い

たものとみなされる事業場外みなし労働時

間制（労基法第 38条の 2）や裁量労働制（労

基法第 38条の 3、第 38条の 4）の対象とな

る労働者も含まれる。本条が割増賃金規制

とは切り離された健康確保を目的として規

制として設計されていることはここからも

確認できる 252。 

 

14．2．2．2 労働時間の把握方法 

労働時間把握の具体的な方法としては、

原則として現認、タイムカードやパソコン

等の使用時間の記録等の客観的方法による

ことが求められるが、「やむを得ず客観的な

方法により把握し難い場合」には「その他

適切な方法」としての「自己申告」が所定

の条件の下で許容されることになる

（Q&A11）。 

ここでいう「やむを得ず客観的な方法に

より把握し難い場合」としては、例えば、

労働者が事業場外において行う業務に直行

又は直帰する場合（かつ、事業場外から社

内システムにアクセスすることが可能であ

る等の事情がない場合）が考えられる。反

対に、タイムカードによる出退勤時刻や入

退室時刻の記録やパソコンの使用時間の記

録などのデータを有する場合や事業者の現

認により当該労働者の労働時間を把握でき

る場合には自己申告は利用できないとされ

る（Q&A12）。なお、労働時間の状況を自己

申告により把握する場合には、宿泊を伴う

出張のケースを別とすれば、その日の労働

時間の状況を翌労働日までに自己申告させ

る方法が適当であるとされ、日々の労働時

間の把握が求められている（Q&A13）。 

自己申告が許容される所定の条件とは、

以下（ア）乃至（オ）の全ての措置が講じ

られていることである。すなわち、（ア）対

象労働者に対する適正な自己申告について

の十分な説明、（イ）労働時間の管理者に対

する自己申告の適性な運用や講ずべき措置

について十分な説明、（ウ）申告された労働

時間が実態と合致しているか否かについて

の実態調査の実施と必要な補正、（エ）申告

された労働時間を超えて事業場内にいる時

間又は事業場外において労務を提供し得る

状態であった時間について、その理由を報

告させる場合には、適正に行われているか

否かについての確認、（オ）労働時間の状況

の適正な申告を阻害する措置を講じてはな

らないこと、時間外労働削減のための措置

が適正申告阻害要因となっていないか確認

し、なっている場合は改善措置を講ずるこ

と、法定労働時間や時間外労働の延長時間

を記録上を守っているようにすることが、

慣習的に行われていないかについても確認
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することである（Q&A11）。これらの条件は、

「労働時間の適正な把握のために使用者が

講ずべき措置に関するガイドライン」（平成

29・1・20基発 0120第 3号）（以下、「適正

把握ガイドライン」という）において示さ

れていた自己申告が許容される条件を基本

的に踏まえたものといえる。 

 

14．2．2．3 労働者への通知 

 面接指導の対象となる月 80 時間超の時

間外労働がされたか否かは、毎月 1回以上、

一定の期日を定めて算定され、超えたこと

が確認された場合には、速やかに（おおむ

ね 2週間以内に）当該労働者に対し、「超え

た時間に関する情報」を通知しなければな

らない（安衛則 52条の 2第 2項、同第 3項、

Q&A5）。その際の方法としては、当該超えた

時間を書面や電子メール等により通知する

方法が適当であるとされるが、給与明細に

時間外・休日労働時間数が記載されている

場合には、これをもって労働時間に関する

情報の通知としても差し支えないとある

（Q&A4）。他方、労働者が自らの労働時間に

関する情報を把握し、健康管理を行う動機

付けとする観点から、時間外・休日労働時

間が１月当たり 80 時間を超えない労働者

から、労働時間に関する情報について開示

を求められた場合には、「これに応じること

が望ましい」とされるに留まる（Q&A6）。 

 

14．2．2．4 補論：在宅勤務者の労働時間

把握 

 2021（令和 3）年 3 月に策定された「テ

レワークの適切な導入及び実施の推進のた

めのガイドライン」（令和 3・3・25基発 0325

第 2 号・雇均発 0325 第 3 号。以下「テレ

ワークガイドライン」という）は、テレワ

ーク時、特に、在宅勤務時の労働時間把握

の方法として、客観的記録による方法（情

報通信機器の使用時間）のほか、「情報通信

機器を使用していたとしても、その使用時

間の記録が労働者の始業及び終業の時刻を

反映できないような場合」の労働時間把握

方法として、労働者の自己申告による把握

による方法があることを示す 253。また、労

働者の自己申告により労働時間を簡便に把

握する方法として、「例えば一日の終業時に、

始業時刻及び終業時刻をメール等にて報告

させるといった方法を用いることが考えら

れる」とする。ただし、「労働時間の適正な

把握のために使用者が講ずべき措置に関す

るガイドライン」（平成 29・1・20基発 0120 

第 3 号。以下「適正把握ガイドライン」と

いう）も踏まえた対応として、自己申告に

よる場合には、①適正に自己申告を行い、

適正な運用を行うこと等について労働者や

管理者に対する十分な説明を行うこと、②

自己申告により把握した労働時間が実際の

労働時間と合致しているか否かについて、

パソコンの使用状況など客観的な事実と、

自己申告された始業・終業時刻との間に「著

しい乖離」があることを把握した場合（申

告された時間以外の時間にメールが送信さ

れている、申告された始業・終業時刻の外

で長時間パソコンが起動していた記録があ

る等の場合）には、所要の労働時間の補正

を行うこと、③自己申告できる時間外労働

の時間数に制限を設けるなど、適正な申告

を阻害する措置を講じてはならないことな

どが求められるとする。なお、テレワーク

ガイドラインは、「申告された労働時間が実

際の労働時間と異なることを…使用者が認
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識していない場合には、当該申告された労

働時間に基づき時間外労働の上限規制を遵

守し、かつ、同労働時間を基に賃金の支払

等を行っていれば足りる」とするが、認識

していないとしても、認識可能性があるよ

うな場合には、罰則の適用や行政監督自体

は免れうるとしても、割増賃金請求訴訟や

安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求に

おいてどこまで免責が認められるかは明ら

かではない 254。また、テレワークガイドラ

インは、中抜け時間について、「労働基準法

上、使用者は把握することとしても、把握

せずに始業及び終業の時刻のみを把握する

こととしても、いずれでもよい」とする。

この点、中抜け等について厳格な把握を行

わないことは、事実上、柔軟な働き方を可

能にすることとなり、労働者にとってメリ

ットな側面もある。他方、家事・育児・介

護等を理由とする中抜けにより、終業時刻

が遅くなる場合は、睡眠時間を圧縮し、健

康障害のおそれを導く可能性もある。プラ

イバシー保護の関係もあるが、健康障害防

止の観点からは、労働時間把握に際して、

時間帯も含めた検討が必要といえる。 

 なお、テレワークガイドラインでは、在

宅勤務において、①労働者が使用者と離れ

た場所で勤務をするため相対的に使用者の

管理の程度が弱くなることや②業務に関す

る指示や報告が時間帯にかかわらず行われ

やすくなり、労働者の仕事と生活の時間の

区別が曖昧となり、労働者の生活時間帯の

確保に支障が生ずるおそれがあるなどの性

格があることを指摘した上で、長時間労働

による健康障害防止やワーク・ライフ・バ

ランスの確保への配慮のため、①時間外・

休日・深夜（以下「時間外等」という）に

おけるメール送付に関するルール設定や、

②時間外等におけるシステムへのアクセス

について許可制とすること、③時間外・休

日・所定外深夜労働について手続を設ける

こと（時間外等労働が可能な時間数や時間

帯を設定すること）、④長時間労働等を行う

労働者への注意喚起を行うことなどが挙げ

られている。これらは、時間外等における

就労についてルール設定を促すものであり、

時間外等労働を直接に制限するものではな

いが、事業場外での時間外等における就労

状況の把握を促し、必要な健康障害防止等

の対策に繋げる契機となりうるものといえ

る。 

 

14．2．2．5 補論：副業・兼業労働者の労

働時間把握 

 長時間労働の抑制と副業・兼業の促進と

いう 2 つの相反する政府方針の下で、2020

（令和 2）年 9 月に改定された「副業・兼

業の促進に関するガイドライン」（令和 2・

9・1 基発 0901 第 4 号、以下、「副業・兼

業ガイドライン」という）は、時間外労働

の上限規制や割増賃金規制との関係では、

複数の異なる事業主の下での兼業について、

労働時間の通算を認める従前の行政解釈

（昭和 23・5・14 基発第 769 号）の立場を

維持しつつ、労働時間管理にあたっては、

自己申告制によらざるを得ないことを認め

ている。なお、労働時間通算の対象となる

のは労働時間規制の対象となる労働者であ

り、管理監督者や高度プロフェッショナル

制度の適用者、非雇用型副業・兼業に従事

する時間の把握は不要とされる。 

副業・兼業ガイドラインでは、副業・兼

業の届出に際して、他の使用者の事業場で
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の所定労働時間、始業・終業時刻や所定外

労働の見込み時間数等を労働者から申告さ

せること、副業・兼業開始後は所定外労働

時間について申告させることなどが規定さ

れている。なお、その際、日々申告ではな

く、一定の日数分をまとめて申告等させる

ことや時間外労働の上限規制の水準に近づ

いてきた場合に申告等させることも可能と

され、労働時間管理における労使双方の手

続上の負担を軽減する「簡便な労働時間管

理の方法」（管理モデル）として、本業先

使用者が、副業・兼業開始前に、上限規制

の範囲内で各使用者の事業場での労働時間

の上限を設定し、労働者及び（労働者を通

じて）副業先から了承を得た場合には、本

業先使用者は実労働時間の把握は不要とす

る仕組みも示されている 255。 

副業・兼業ガイドラインでは、長時間労

働者の面接指導のために、副業・兼業先の

労働時間を通算しての労働時間把握までは

基本的に求められないとされている。ただ

し、ただし、使用者の指示により当該副業・

兼業を開始した場合は、当該使用者は、原

則として、副業・兼業先の使用者との情報

交換により、それが難しい場合は、労働者

からの申告により把握し、自らの事業場に

おける労働時間と通算した労働時間に基づ

き、健康確保措置を実施することが適当で

あるとされる。他方、使用者が副業・兼業

を認めている場合には自己管理の指示や相

談受付、健康確保措置を実施すること等に

ついての労使の話し合いが推奨されている

256。 

 

14．3 沿革 

14．3．1 制度史 

14．3．1．1 賃金台帳作成義務 

 労働時間把握に係る規制は、当初賃金の

適正支払いの確保という観点から導入され

ていた 257。1947（昭和 22）年に制定された

労基法は、賃金台帳の作成義務及び 3 年間

の保管義務について規定するが（労基法 108

条、同 109 条）、各事業場ごとに作成され

る賃金台帳には、賃金計算の基礎となる事

項及び賃金の額の他、賃金計算期間や労働

日数、労働時間数、時間外・休日・深夜労

働の時間数等について記載しなければなら

ないとされる（労基法 108条、労基則 54条

1 項）。この規制は、一定規模以上の事業

者に賃金台帳を作成することを義務付けて

いた 1940（昭和 15）年 10月 19日の第二次

賃金統制令に労働条件を明確にし、労務管

理の改善に寄与する点があったことを踏ま

え、これを踏襲したものである 258。 

 

14．3．1．2 通達・ガイドラインに基づく

要請 

2001（平成 13）年には「労働時間の適正

な把握のために使用者が講ずべき措置に関

する基準」（平成 13・4・16基発 339号）（以

下、「適正把握基準」という）が発出されて

いる。同基準では、「労働時間の把握に係る

自己申告制…の不適正な運用に伴い、割増

賃金の未払いや過重な長時間労働といった

問題が生じているなど、使用者が労働時間

を適切に管理していない状況もみられると

ころである」との現状認識が示されており、

①労基法 37 条違反の臨検監督事案が増加

傾向にあること、また、②電通事件・最判

平成 12・3・24 民集 54 巻 3 号 1155 頁をは
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じめとする過労死事案にみられるように不

適切な労働時間把握がなされていることを

背景に出されたものであると説明される 259。

もっとも、同基準発出の直接の契機となっ

た 2000（平成 12）年 11月 30日の中央労働

基準審議会建議「労働時間の短縮のための

対策について」では、「時間外・休日・深夜

労働の割増賃金を含めた賃金を全額支払う

など労働基準法の規定に違反しないように

するため、使用者が始業、終業時刻を把握

し、労働時間を管理することを同法が当然

の前提としていることから、この前提を改

めて明確にし、始業、終業時刻の把握に関

して、事業主が講ずべき措置を明らかにし

た上で適切な指導を行うなど、現行法の履

行を確保する観点から所要の措置を講ずる

ことが適当である」とされており、割増賃

金規制（労基法 37 条）の履行確保がその中

心的課題と位置付けられているようにも読

める 260。事実、適正把握基準の対象となる

労働者は、管理監督者及びみなし労働時間

制が適用される労働者を「除く」すべての

者とされており、割増賃金発生が想定しに

くい労働者はその対象外とされている。た

だし、対象から外れる労働者についても、

健康確保を図る必要があることから、使用

者において適正な労働時間管理を行う「責

務」があるとされる。 

適正把握基準の内容を基本的には承継し

つつ、発展させる形で発出されたのが 2017

（平成 29）年の「労働時間の適正な把握の

ために使用者が講ずべき措置に関するガイ

ドライン」（平成 29・1・20 基発 0120 第 3

号）（以下、「適正把握ガイドライン」とい

う）である。同ガイドライン策定の背景に

は、議員立法として、過労死等について調

査研究を行う国の責任について定めた「過

労死等防止対策推進法」が 2014（平成 26）

年 6 月 27 日に公布されたことや同月 24 日

の閣議決定「日本再興戦略」改訂 2014 にお

いて、「働き過ぎ防止のための取組強化」が

盛り込まれれたことなどがある。2016（平

成 28）年 12月 26日の長時間労働削減推進

本部「『過労死等ゼロ』緊急対策」では、①

違法な長時間労働を許さない取組の強化、

②メンタルヘルス・パワハラ防止対策のた

めの取組の強化、③社会全体で過労死等ゼ

ロを目指す取組の強化という三本柱と、第

一の柱との関係で新ガイドラインによる労

働時間の適正把握の徹底を行うと示されて

いる 261。 

14．3．1．3 義務規定の創設 

 上記のように、長時間労働及びこれによ

る健康障害防止が重要な政策課題となるな

かで、2015（平成 27）年 2 月 13 日の労働

政策審議会建議「今後の労働時間法制等の

在り方について」では、「管理監督者を含む、

すべての労働者を対象として、労働時間の

把握について、客観的な方法その他適切な

方法によらなければならない旨を省令に規

定することが適当である」とされ、同年 3

月 2 日の労働基準法の一部を改正する法律

案要綱においては省令改正案が盛り込まれ

た。なお、高度プロフェッショナル制度等

の導入を内容とする労働基準法の一部を改

正する法律案（閣法第 69 号）は 2015（平

成 27）年 1月からの第 189回国会に提出さ

れ、2017（平成 29）年 1月からの第 193回

国会までは、閉会中審査とされていたが、

第 194回国会会期中の同年 9月 28日に衆議

院が解散し、廃案となった。なお、2016（平

成 28）年 1月からの第 190回国会及び同年
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9 月末からの第 192 回国会には、労働時間

管理簿の作成を罰則付きで使用者に義務付

ける労働基準法の一部を改正する法律案も

提出されていたが（衆法第 27号を撤回の上、

衆法第 4 号を提出）262、同様に廃案となっ

た。なお、第 192 回国会においては、電通

の新入社員女性が長時間労働を苦にして過

労自殺した事件が取り上げられ、労働時間

の自己申告に伴う労働時間管理の問題状況

からすれば、労働時間の虚偽記載について

罰則による対応が必要ではないかとの追及

がなされ、これに対し、厚生労働大臣から、

政府も省令により労働時間把握義務を規定

する方針を有しており、同省令の下で適正

な監督指導を進めるつもりでいること、賃

金台帳への労働時間の虚偽記載に対しては

罰則の適用があり、労働基準監督機関が労

働基準法第 108 条違反として指導を行った

件数は 9,527 件、書類送検をその中で行っ

た件数は 2 件であることについて答弁がな

されている 263。 

2017（平成 29）年 6月 5日の労働政策審

議会建議「時間外労働の上限規制等につい

て」では、「働き方改革実行計画」（2017（平

成 29）年 3 月 28 日働き方改革実現会議決

定）に基づき、時間外労働の上限規制の導

入のほか、労働時間把握義務については、

改めて省令に規定すべきことが提案され、

同年 9月 15 日に答申された「働き方改革を

推進する関係法律の整備に関する法律案要

綱」に盛り込まれた。 

「働き方改革を推進する関係法律の整備

に関する法律案」が提出された 2018（平成

30）年 1 月からの第 196 回国会では、野党

側議員から、労働時間把握義務について法

定化すべきではないかとの追及がなされて

いる 264。その際、全労働省労働組合が労働

基準監督官を対象として行ったアンケート

では、労働時間規制で最も有効な対策は、

実労働時間の把握義務の法定化であるとの

回答がもっとも多いことなども指摘されて

いる。これに対し、厚生労働大臣からは、

裁量労働制含めて労働時間の実態を把握す

ることは重要であること、省令改正ではあ

るが労働時間把握を義務化することについ

ての答弁がなされている 265。 

なお、「働き方改革を推進する関係法律の

整備に関する法律案」は企画業務型裁量労

働制の拡大を内容に含むものであったが、

企画業務型裁量労働制の適用労働者の労働

時間については、一般の労働者よりも短い

ということが、平成 25年の労働時間実態調

査に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣

から説明がされていた 266。しかし、後に、

一般労働者と裁量労働制適用者との間で調

査対象者の選定方法に差があるなど、その

データの信ぴょう性に疑義があることが明

らかになった 267。裁量労働制が長時間労働

を助長するのではないかとの野党側の追及

を受けて、企画業務型裁量労働制の適用対

象者拡大を内容とする改正案は撤回された。 

こうした中で、労働時間把握義務につい

ても省令ではなく労働安全衛生法において

規定される方針転換がされ、本条の創設に

至った。なお、本条が罰則付きでないこと

については、国会審議において野党議員か

ら批判がなされている 268。 

 

14．3．2 背景となった災害等 

14．3．2．1 電通における過労自殺事件 

労働時間把握にかかる規定が整備された

背景には、電通における 2 つの過労自殺事
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件がある。いずれの事件においても、同社

における苛烈な長時間労働と杜撰な労働時

間管理が社会の注目を集めた。 

第一の事件は、1990（平成 2）年に入社

した男性社員（当時 24 歳）が長時間労働の

末、1991（平成 3）年 8月 27日、職場に体

調が悪いので会社を休むと電話連絡した後、

過労自殺した事件である。同事件は、遺族

が会社に対して損害賠償を請求し、最高裁

（電通事件・最判平成 24・3・24民集 54巻

3 号 1155 頁）が会社の責任を認めている。

最高裁判決において判示された事実によれ

ば、残業時間は各従業員が勤務状況報告表

と題する文書によって申告することとされ

ており、残業を行う場合には従業員は原則

としてあらかじめ所属長の許可を得るべき

ものとされていたが、実際には、従業員は

事後に所属長の承認を得るという状況とな

っていたこと、３６協定上の上限を超える

残業時間を申告する者も相当数存在してい

たこと、残業時間につき従業員が現に行っ

たところよりも少なく申告することも常態

化していたことなどが認められる。自殺し

た社員の上司は、遅くとも 1991（平成 3）

年 3月ころには、同社員の申告残業時間（月

50～80 時間）が実情より相当少ないことや

業務のために徹夜をする状況にあること

（なお、1991（平成 3）年以降の徹夜の回

数は申告ベースで毎月 1～8回、午前 2時以

降に退勤することが月 5～10 回以上）は、

上司も認識していたとされ、同年 7 月には

健康状態が悪化していることに気が付いて

いたとあり、それにもかかわらず、業務は

所定の期限までに遂行すべきことを前提と

して、帰宅してきちんと睡眠を取り、それ

で業務が終わらないのであれば翌朝早く出

勤して行うようになどと指導したのみで、

業務量等を適切に調整するための措置を採

ることはなかったとして、上司らの注意義

務違反を認め、会社の使用者責任を肯定し

た（民法 715条）。同最高裁判決が「労働時

間の適正な把握のために使用者が講ずべき

措置に関する基準」（平成 13・4・16 基発

339 号）発出の背景にあることは既に述べ

たとおりである（14．3．1．2）。 

第二の事件は、新入女性社員（当時 24歳）

が、本採用となった 2015（平成 27）年 10

月以降、月 100 時間を超える時間外労働に

従事するなどし、2015（平成 27）年 12 月

25日に自殺したというものである 269。この

件は、2016（平成 28）年 9 月 30 日、過労

自殺について労災認定がなされたことを契

機として、社会の注目を集めた。働き方改

革関連法案について国会審議がなされる中

で、この問題は取り上げられており、労働

時間把握の重要性や自己申告による把握の

不適正な運用についての指摘がなされてい

る 270。 

この事件の顛末は以下のとおりである。

2016（平成 28）年 10月 14日には、東京労

働局の過重労働撲滅特別対策班（過重労働

が疑われる企業を集中的に調査するチーム。

通称かとく）と三田労働基準監督署が電通

本社と支社に一斉に立入調査に入り、同年

11 月 7 日には強制捜査に切り替えられた。

その背景には、電通の管理する労働時間の

記録と実際の出退勤記録に不整合があり、

３６協定で許容される時間外労働の上限

（月 50時間）超えて働かせることが全社的

に常態化している疑いが強まったこと、

2014（平成 26）～2015（平成 27）年にかけ

て、違法な長時間労働を理由として、東京・
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大阪の労働基準監督署から是正勧告を受け

ていたにもかかわらず、改善措置をとらな

かったことなどがあるとされる 271。労働局

は、同年 12 月 28 日には電通を一部の容疑

に絞って書類送検し、社長は引責辞任に追

い込まれた。同様の事件では立入調査から

立件まで 1 年以上かかることもありうると

ころ、2 か月余りで書類送検に踏み切った

のは異例のことであったとされる 272。また、

同事件はその後も異例の経過をたどり、翌

2017（平成 29）年 7月 5日に検察が法人を

略式起訴（100 万円以下の罰金か科料が予

定される事件で被疑者の同意が得られた場

合に、書面で審理を行う手続）したのに対

し、東京簡裁が「略式起訴不相当」として

公開の法廷で正式裁判が行われることとさ

れた。なお、電通本社の部長 3 人は悪質性

がないとして起訴猶予とされている 273。刑

事裁判においては、2017（平成 29）年 10

月 6日、求刑通り、法人に対し罰金 50万円

を課す判決が出され、確定している 274。他

方、2017（平成 29）年 1月には遺族との間

で、慰謝料の支払いの他、長時間労働の改

革や健康管理体制の強化、遺族が参加する

研修教育を含む 18 項目の再発防止措置の

実施と実施状況の遺族への報告を内容とす

る合意書がまとめられている 275。もっとも、

電通は、2019（令和元）年 12月には労基法

と安衛法に違反したとして、三田労働基準

監督署（東京）から同年 9 月 4 日付で是正

勧告を受けていたことが報道されている 276。 

 

14．3．2．2 裁量労働制の下にある労働者

の過労自殺 

 働き方改革関連法案が国会において審議

されている最中に、野村不動産に対する特

別指導の公表についても問題とされている。

野村不動産では、マンションの個人向け営

業担当者 600 人に裁量労働制を不適切に適

用し、違法な長時間労働が生じているとし

て、本社及び関西支社など全国 4 拠点に対

し、各地の労働基準監督署から是正勧告が

なされた他、東京労働局による特別指導が

2017（平成 29）年 12月 25日付でなされて

いる。 

特別指導は電通の新入社員女性の過労自

殺を契機とするものに引き続き 2 例目であ

ったが、電通のときは特別指導がなされた

ことは公表されなかったのに対し、野村不

動産に対するそれは労働局による記者会見

により明らかとされた 277。是正勧告等の個

別の企業に対する指導が公表されたことは

従来なく、異例のことであった。また、翌

2018（平成 30）年 2 月 20 日の衆議院予算

委員会では、裁量労働制の適用拡大に反対

する野党の追及に対し、加藤厚生労働大臣

が野村不動産に対する特別指導を例に挙げ

て、不適切な運用に対する監督指導を行っ

ていくことを答弁した。 

もっとも、こうした特別指導の背景には、

2016（平成 28）年 9月に同社に勤務する男

性社員が、長時間労働により体調を崩し、

休職から復帰した後、長時間労働（自殺前

5 か月間は月 180 時間超の時間外労働）の

末に過労自殺しており、2017（平成 29）年

12 月 26 日に労災認定を受けていたこと、

労災認定については過去の例と同様非公表

とされたことが明らかとなった。また、特

別指導をするに先立ち、労災認定がなされ

る方針が固まっていたことなどが明らかと

なり、厚労省や厚生労働大臣は過労自殺や

労災認定の事実を知っていたにも関わらず、
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これについて触れなかったとして、野党側

からその政治的責任について厳しい追及が

なされるなどした 278。なお、野村不動産に

おいて、裁量労働制は 2018（平成 30）年に

廃止されている。 

 また、同様に、三菱電機においても、2018

（平成 30）年 3月、「労働時間をより厳格

に把握する」として社員の 3 分の 1 にあた

る約 1 万人に適用していた裁量労働制を全

社的に廃止している 279。背景には、システ

ム開発の技術者や研究職の 5 人の男性社員

が、2012（平成 22）年から 2016（平成 26）

年にかけて、精神障害や脳疾患を発症した

り自殺したりし、2014（平成 24）年から 2017

（平成 27）年にかけて労災認定を受けてい

るが、うち 3 人は専門業務型裁量労働制の

適用を受けていたこと、2017（平成 27）年

には、同社の電子機器の消費電力を制御し

て省エネにつなげる「パワー半導体」の生

産を担う子会社の 40 代の男性社員（技術

者）が過労自殺したこと（2019（令和元）

年 10月 4日に労災認定）などもあるとみら

れる。技術者は兵庫県にある別の子会社に

副課長（管理監督者）として出向し、月 100

時間を超える時間外労働等に従事する中で

精神障害を発症した。その後、出向先から

福岡県にある元の子会社に復帰し、裁量労

働制の適用を受けて勤務する中で自殺して

いる。三菱電機は、2016（平成 28）年度か

ら「働き方改革」を掲げて長時間労働を抑

制する方針を打ち出し、子会社への指導も

進めていたが、2017（平成 29）年度には、

長時間労働を理由として三菱電機と精神疾

患を発症した男性の上司が書類送検される

などしており（いずれも不起訴処分）、再

発を防げなかったとされている 280。 

 

14．3．2．2 過労自殺者の遺児の詩 

 過労自殺は遺族に深い悲しみを残すもの

である。その一端を示すものとして、父親

を過労自殺で亡くした当時小学 1 年生の

「マーくん」が書いた「ぼくの夢」という

詩がある。 

大きくなったら 

ぼくは博士になりたい 

  そしてドラえもんに出てくるような 

  タイムマシーンをつくる 

  ぼくはタイムマシーンにのって 

  お父さんの死んでしまう 

まえの日に行く 

  そして『仕事に行ったらあかん』て 

いうんや 

 「マーくん」の父親は和歌山県内の自治

体職員として、条例を改正する仕事等に従

事していた。午前 1 時過ぎまで持ち帰った

仕事をするなどし、亡くなる 1 か月前の残

業は 110 時間を超え、家での仕事を含める

と 200 時間近くに上っていたとされる。胃

潰瘍を患い、不眠にも悩む中で、条文にミ

スが見つかり、やり直す時間も体力もない

中で、「もう疲れて、修正案を考える気力

がなくなった。もはや死んでおわびするし

かない」と遺書を書き自殺に至ったとされ

る 281。 

この詩は、「全国過労死を考える家族の

会」ウェブサイト 282で紹介されている他、

国会審議においても度々取り上げられてい

る 283。2012（平成 24）年 3月には遺族たち

の団体「全国過労死を考える家族の会」が

求める「過労死防止法」作りのために国会

で朗読され 284、2013年には超党派の国会議

員連盟が結成された。また、法制定を求め
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る「家族の会」の署名用紙にもこの詩が印

刷されていたとされる。こうした中で 2014

（平成 26）年 6 月 20 日に過労死等防止対

策推進法が全会一致で成立した。同法は、

2017（平成 29）年の「労働時間の適正な把

握のために使用者が講ずべき措置に関する

ガイドライン」策定の後押しとなっている。 

 

14．4 適用の実際 

14．4．1 労働時間把握方法 

都内の常用従業者規模 30 人以上の 3000

事業所を対象に行われた東京都産業労働局

「労働時間管理に関する実態調査」（2017

（平成 29）年 3月）によれば、労働時間の

管理方法は、一般労働者については、「タ

イムカード・ICカード等」(62.2％)が最も

多く、次いで、「自己申告」(19.9％)、「上

司が確認・記録」(10.6％)となっている。

管理職についても「タイムカード・ＩＣカ

ード等」(55.3%)が最も多く、「自己申告」

(23.4%)がこれに続いている（図表 14-1）。 

上記で調査協力した事業所に勤務する

2000人の従業員を対象に行われた従業員調

査の結果によれば、労働時間の把握状況に

ついては、「正確に把握されている」(74.1%)

が最も多く、「会社の把握している労働時

間は、実際よりも短い」は 16.9%、「会社

の把握している労働時間は、実際よりも長

い」は 5.9%となっている。もっとも、「時

間管理されていない」(32.1%)、「自己申告」

で管理されている(59.6％)と回答するとこ

ろでは、「正確に把握されている」との回

答割合が低くなっており、「会社の把握し

ている労働時間は、実際よりも短い」との

回答が共に 25％以上を占めている。 

2021（令和 3）年 12月に刊行された連合

総研「第 42回勤労者短観」によれば、残業

手当の支給対象で 2021（令和 3）年 9 月に

所定外労働を行った人の 27.2％［2020年調

査 29.3 %、2019年調査 21.6％］が残業手

当の未申告があると回答している。また、

申告しなかった理由として、「申告する際

に、自分自身で調整したから」が 79.5％で

あるのに対し、「申告する際に、上司から

調整するように言われたから」も 14.8％に

のぼる。自分で調整した者のうち、その理

由として「働いた時間どおり申告しづらい

雰囲気だから」が 36.1％、「残業手当に限

度があるから」が 23.7％、「なんとなく申

告しなかった」が 19.6％となっている（図

表 14-2）。 

また、1週間の平均実労働時間が 50時間

を超える者の 5～6 割が上司による労働時

間や仕事の管理状況について、「労働時間

が過重にならないように業務量を調整して

いると思わない」、「仕事の進め方につい

て明確な指示をしていると思わない」、「有

給休暇取得に積極的な働きかけていると思

わない」と回答し、4～5割が「実際の労働

時間を把握しているとは思わない」、「健

康を気遣っていると思わない」と回答して

いる。 

 

14．4．2 監督の状況 

14．4．2．1 定期監督における法違反状況 

 「平成 31年・令和元年労働基準監督年報」

によれば定期監督において本条に基づく労

働時間把握義務違反の件数は 4120 件であ

るのに対し、「令和 2年労働基準監督年報」

では 5607件と相当数に上っている。 
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14．4．2．2 監督の実際 

 「令和 2 年度本研究プロジェクトによる

行政官・元行政官向け法令運用実態調査（三

柴丈典担当）」によれば、労働時間把握を

（適切に）行っていないことを理由に安衛

則第 52条の 7の 3を適用して監督指導を行

ったとの回答が 3 件寄せられている。この

うち 1 件は、労働時間を把握していないこ

とによるものであり、2 件は、タイムカー

ドやパソコンの使用時間の記録等の客観的

な方法その他の適切な方法により客観的な

方法で把握していないことによるものであ

る。後者のうち 1件は、労働者の出勤(欠勤)

状況を出勤簿に押印させることによって把

握しているのみで、始業時刻、終業時刻、

各日の時間外労働時間数などを把握してい

ない事例であったとの説明がある。 

 また、法定労働時間について定める労働

基準法第 32 条とともに適用される「（本条

は）本来は労働基準法に設けられる（べき）

規制だと思うが、健康管理という面から安

衛法に設けられた規制となっている」との

意見も寄せられている。 

 

14．5 関係判例  

14．5．1 過労死・過労自殺事案における

適正な労働時間把握の懈怠 

 本条に基づく労働時間把握義務が規定さ

れる以前においても、特に、過労死・過労

自殺の事案において、労働時間把握の懈怠

は、安全配慮義務又は心身の健康に注意す

る義務違反を基礎づける事情として考慮さ

れてきた。 

グルメ杵屋事件・大阪地判平成 21・12・

21 労判 1003 号 16 頁は、Y 社及びその系列

子会社が設営する飲食店の店長として業務

に従事していた従業員が、月 100 時間を超

える時間外労働に半年以上従事した末、急

性心筋梗塞により死亡したことについて，

遺族である X により Y 社の安全配慮義務違

反等を理由として損害賠償請求がなされた

事案である。判決は、Y 社は、安全配慮義

務の具体的内容として、「労働時間を適切

に管理し、労働時間、休憩時間、休日、休

憩場所等について適正な労働条件を確保し、

健康診断を実施した上、労働者の年齢、健

康状態等に応じて従事する作業時間及び作

業内容の軽減等適切な措置を採るべき義

務」を負うとした上でその義務違反を認め、

遺族に対し合計約 5500 万円の損害賠償請

求を認めた。その際、①Y 社において労働

時間把握は自己申告、すなわち、労働者が

提出する出勤表によって行われていたとこ

ろ、出勤表の労働時間は実態を反映してい

ないこと、②警備会社のセキュリティ装置

等を利用したり、同警備会社や本件店舗の

従業員からヒアリングを実施するなどすれ

ば、過重労働の実態を容易に把握すること

ができたはずであるにもかかわらず、客観

的に労働時間の実態を把握できるこれらの

方策を採らなかったこと、③上記出勤表の

内容が実際の労働時間と合致しているかに

ついての実態調査等を行った形跡は認めら

れないことなどが認定されている。 

また、九電工事件・福岡地判平成 21・12・

2労判 999号 14頁は、空調衛生施設工事等

の現場監督業務に従事していた労働者が 1

年間にわたり月 100 時間超の時間外労働

（発症前 7 か月間は月 150 時間超）に従事

していたことなどを原因としてうつ病を発

症し、自殺した事案の下、遺族である X に

より安全配慮義務違反等を理由とする損害
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賠償請求が認められた事案である（認容額

の合計は約 1 億円）。判決は、「労働者が

労働日に長時間にわたり業務に従事する状

況が継続するなどして、疲労や心理的負荷

等が過度に蓄積すると、心身の健康を損な

う危険があることは広く知られているとこ

ろである」とし、使用者は「その雇用する

労働者に従事させる業務を定めてこれを管

理するに際し、労働者の労働時間、勤務状

況等を把握して労働者にとって長時間又は

過酷な労働とならないように配慮するのみ

ならず、業務の遂行に伴う疲労や心理的負

荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康

を損なうことがないよう注意する義務を負

う」とした。また、亡労働者の時間外労働

時間数が長期間にわたって極めて長時間に

及んでいたことに加え、Y 社において自己

申告制が採られていたことを前提に、厚生

労働省の「労働時間の適正な把握のために

使用者が講ずべき措置に関する基準」（2003

（平成 13）年 4月 16日）に照らして、「労

働時間の実態を正しく記録し、適正に自己

申告を行うことなどについて十分に説明す

るとともに、必要に応じて自己申告によっ

て把握した労働時間が実際の労働時間と合

致しているか否かについて実態調査を実施

するなどし、一郎が過剰な時間外労働をす

ることを余儀なくされ、その健康状態を悪

化することがないように注意すべき義務」

を負うとし、Y 社の義務違反を肯定した。

その際、労働者が時間外・休日労働の正規

の手続を採っておらず、かつ、勤務表にお

ける自己申告による時間外・休日労働の時

間数の記載と実際の時間数を一致していな

いことを Y 社が認識していながら、労働者

に対して口頭でできる限り残業を行わない

ことや土曜日は交替で休むことを指導した

にとどまり、労働時間の実態を勤務票に正

しく記録し、適正に自己申告を行うよう指

導したり、労働者の労働時間に関する実態

調査をすることもなかったことが考慮され

ている。 

萬屋建設事件・前橋地判平成 24・9・７

労判 1062 号 32 頁は、建設会社の現場代理

人として勤務していた労働者がうつ病に罹

患し自殺したことについて、安全配慮義務

違反を理由とする損害賠償請求が認容され

た事案である（認容額は 6000 万円超）。同

事件では、亡労働者の自殺前約 5 か月間の

時間外労働は月 100 時間を超えていたこと、

業務量が多く、発注者から工期遵守を求め

られていたことなどが認定されている。同

判決もまた、前掲九電工事件と同様、厚生

労働省の基準に照らして「労働時間の実態

を正しく記録し、適正に自己申告を行うこ

となどについて十分に説明するとともに、

必要に応じて自己申告によって把握した労

働時間が実際の労働時間と合致しているか

否かについて、実態調査を実施する等して、

一郎が過剰な時間外労働をして健康状態を

悪化させないようにする義務（以下「労働

時間把握義務」という。）があった」と判

断し、義務違反を肯定した。その際、時間

外・休日労働の手続をとらずに時間外・休

日労働をしている労働者がいることを認識

しながら、申告時間と実際の時間が一致し

ようとしているか否かの調査が行われてい

ないことに加え、月 24時間を超える残業時

間の申告を認めていないなど、適正申告を

妨げる措置がとられていたことが考慮され

ている。また、人員を 1 人配置するなど業

務軽減措置をとったことは認められるもの
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の、これにより業務負担は軽減されておら

ず、このことは労働時間把握義務を尽くし

ていれば把握可能であったにも関わらず、

これを怠り、更なる軽減措置をとることは

なかったことについても判示されている。 

Y歯科医院事件・福岡地判平成 31・4・16

労経速 2412 号 17 頁は、歯科医院に就職し

歯科技工士として勤務していた者が過重な

労働に従事し、うつ病を発症し自殺するに

至ったことについて、安全配慮義務違反等

を理由とする損害賠償請求が認められた事

案である（認容額は 4000万円超）。同事件

では、死亡前 6 か月のうち 5 か月で時間外

労働時間が 145 時間を超えていたこと、業

務に関し医院開設者から日常的に叱責され

強い心理的負荷がかかっていたことが認定

されている。同判決は、「従業員の労働時

間を客観的資料に基づいて把握しておらず、

労働時間に関する聞き取りなど、労働時間

を把握するための措置も特段講じていなか

ったのであるから、Y 社による労働管理は

不十分であるというほかない」として、Y

社の責任を肯定している。 

病院関係の事件では、12．5．1でも取り

上げた公立八鹿病院組合事件・広島松江支

判平成 27・3・18労判 1118号 25頁もまた、

新人医師の過労自殺に対する安全配慮義務

違反を肯定するに際し、労働時間把握それ

自体が適切に行われていなかったことを考

慮している。使用者側は病診連携等のシス

テムを導入し、可能な限りの医師不足の解

消や個々の勤務医の負担軽減を図り、一定

の成果を上げるなどしていたことなどを主

張していたが、同判決は、労働時間の把握

がなされていなかったことをもってこの主

張を排斥した。 

 上記判決からも明らかなように、労働時

間の適正な把握は安全配慮義務の内容とな

るといえる。特に、長時間労働の事案にお

いて、労働時間把握は健康管理（その手段

としての長時間労働是正）の大前提となる

べきものであり、これすら怠っていたとい

う場合においては、安全配慮義務違反が認

められやすい。また、特に自己申告による

労働時間把握を行う場合には、適正な自己

申告を妨げる措置をとっていないか、申告

された労働時間と実態との間に乖離がない

か、あることがうかがわれる場合にこれを

踏まえた対応をとっているかなども、安全

配慮義務違反に当たるか否かを検討するに

あたり考慮されることになる。 

 

14．5．2 労働者の過少申告と過失相殺 

岐阜県厚生農業協同組合連合会事件・岐

阜地判平成 31・4・19労判 1203号 20頁は、

Y が管理する病院に勤務していた事務職員

が、月 100 時間を超える時間外労働が半年

程度続く中でうつ病を発症し、自殺したも

のとして、遺族である X らが、Y に対し安

全配慮義務違反に基づく損害賠償請求をし、

認容された事案である。 

同事件では、安全配慮義務違反について

は争いががなく、過失相殺の適用をめぐっ

て争いがなされた。Y は超過勤務申請の不

提出が過失相殺であるとの主張したが、判

決は、自ら労働者の労働時間の把握を怠っ

ておきながら、労働時間が把握できなかっ

た責任を労働者に転嫁しようとするもので

あるとして、この主張を排斥している。そ

の際、①上司が超過勤務申請を出さずに、

慢性的に長時間の時間外労働をしていたこ

とを現認しており、申告されている労働時
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間が現実のものとかい離していることを十

分に認識していたにもかかわらず、（a）超

過勤務申請を提出することを積極的に求め

たことも、(b)労働時間を正確に把握しよう

としたこともないということ、②管理者が

勤務時間内に業務を終えることができない

のは労働者自身の仕事の進め方の問題であ

るとの認識を示していたこと等から、超過

勤務申請することをちゅうちょさせるよう

な職場環境となっており、それが放置され

ていたとの事実が認められている。 

上記 14．5．1のとおり、労働時間の適正

な把握は安全配慮義務の内容となるもので

あり、その責任は一義的には使用者に課さ

れるものである。労働者が正しい労働時間

を申告しない場合に、使用者がこの責任を

十分に果たし得ないことになることは確か

であるが、過少申告についての労働者の責

任（過失相殺）を認める前提としては、適

正な申告が可能であるような職場環境が整

えられている必要があるといえる。 

 

14．5．3 取締役等の体制構築義務 

大庄事件・大阪高判平成 23・５・25 労判

1033 号 24 頁は、飲食店の従業員が月 100

時間を超えるかあるいはそれに近い時間外

労働に入社後 4 か月従事した後、急性左心

機能不全により死亡したことについて、会

社の安全配慮義務違反に基づく損害賠償責

任が認められるとともに、取締役らの第三

者（本件では死亡した労働者の遺族）に対

する善管注意義務違反に基づく賠償責任

（会社法 429 条 1 項）も認められた事案で

ある（認容額：合計 8000万円）。同判決は、

会社が適切に労働時間を把握しておらず、

適切な休憩及び休日を従業員にとらせるこ

とがなかったことについて、会社の安全配

慮義務違反を認めた。また、このことに加

え、基本給に月 80時間の時間外労働を組み

込み、３６協定においては月 100 時間の時

間外労働を許容していることなども併せ考

慮した上で、取締役等は、悪意又は重大な

過失により、会社が行うべき労働者の生

命・健康を損なうことがないような体制の

構築と長時間労働の是正方策の実行に関し

て任務懈怠があるとした。 

同判決は、長時間労働の事実だけでなく、

労働契約上も当然にそれを予定するような

規定が設けられていたことを踏まえて判断

されたものではあるが、労働時間把握を怠

り、労働者の生命・健康を損ないかねない

長時間労働の状況を放置していた場合には、

会社だけでなく役員個人の責任が問われう

ることを示唆するものといえる。 

 

14．5．4 慰謝料請求事件における労働時

間把握 

狩野ジャパン事件・長崎地大村支判令和

元・９・26労判 1217号 56頁は、麺製造販

売会社の製麺工場で作業に従事していた労

働者が25か月間にわたって月90ないし160

時間の時間外等労働を行ったことにつき、

労働者の側に長時間労働による具体的疾患

が生じていないなかで、使用者の安全配慮

義務違反が認められ、慰謝料請求が認容さ

れた事案（慰謝料の認容額：30万円）であ

る。その際、３６協定を従前締結していな

かったことや締結した後の３６協定は無効

であること、タイムカードの打刻時刻から

窺われる原告の労働状況について注意を払

い、原告の作業を確認し、改善指導を行う

などの措置を講じることもなかったことな
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どが踏まえられている 285。また、「具体的

な疾患を発症するに至らなかったとしても、

被告は、安全配慮義務を怠り、2 年余にわ

たり、原告を心身の不調を来す危険がある

ような長時間労働に従事させたのであるか

ら、原告の人格的利益を侵害した」と判示

されている。 

 上記判決は具体的疾患が発症する前にも

かかわらず、安全配慮義務違反を理由とす

る慰謝料請求が一部認容されたやや珍しい

事案である。同判決の趣旨からは、使用者

が適切な健康管理のための措置あるいはそ

の前提としての労働時間の適正把握を怠っ

ている場合には、健康障害が生じる前の時

点において、慰謝料請求権が発生するとい

うことが示唆される。このことは、健康障

害の予防という観点からは重要な意味を持

つものといえよう。 

 

15 第 66条の 8の 4 

15．1 条文 

 

15．2 趣旨及び内容 

15．2．1 趣旨 

 本条は、労基法における労働時間・休日

規制（深夜割増賃金規制を含む）が適用除

外となる特定高度専門業務・成果型労働制

（高度プロフェッショナル制）の下にある

労働者（高度プロフェッショナル）の「健

康管理時間」（事業場内労働時間と事業場

外労働時間を合算したもの）のうち、週 40

時間を超える時間の合計が月 100 時間を超

える場合に、医師による面接指導の実施を

事業者に義務付けたものである。高度プロ

フェッショナルに対しては、健康確保の観

第第六六十十六六条条のの八八のの四四 事業者は、労働

基準法第四十一条の二第一項の規定

により労働する労働者であって、その

健康管理時間(同項第三号に規定する

健康管理時間をいう。)が当該労働者

の健康の保持を考慮して厚生労働省

令で定める時間を超えるものに対し、

厚生労働省令で定めるところにより、

医師による面接指導を行わなければ

ならない。 

２ 第六十六条の八第二項から第五

項までの規定は、前項の事業者及び労

働者について準用する。この場合にお

いて、同条第五項中「就業場所の変更、

作業の転換、労働時間の短縮、深夜業

の回数の減少等」とあるのは、「職務

内容の変更、有給休暇(労働基準法第

三十九条の規定による有給休暇を除

く。)の付与、健康管理時間(第六十六

条の八の四第一項に規定する健康管

理時間をいう。)が短縮されるための

配慮等」と読み替えるものとする。 
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点から労基法上も所定の規制がなされてい

るが、安衛法において、特に長時間の労働

に従事した高度プロフェッショナルについ

ては、その申出の有無にかかわらず、医師

による面接指導の実施を罰則による強制力

をもって事業者に義務付けたものといえる。 

本条に違反した事業者は、50万円以下の

罰金に処せられる可能性がある（安衛法第

120 条第 1号）。私法上の効力については、

第 66条の 8を参照。 

 

15．2．1 内容 

15．2．1．1 高度プロフェッショナル制 

 本条の対象となる「労基法第 41条の 2第

1 項の規定により労働する労働者」が所定

の業務（対象業務）に従事する場合には、

労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金

に関する規定は適用されない（労基法第 41

条の 2、労基則第 34 条の 2）。 

高度プロフェッショナル制の対象労働者

は、対象業務に就かせる労働者であって、

使用者との書面等による合意に基づく職務

が明確に定められており、1 年間に支払わ

れる見込みの賃金額が「基準年間平均給与

額」（厚労省の毎月勤労統計により算定さ

れる労働者 1 人辺りの給与の平均額）の 3

倍の額を相当程度上回る水準として厚労省

令で定める額（1075万円）以上である者と

される。 

対象業務とは、「高度の専門的知識等を

必要とし、その性質上従事した時間と従事

して得た成果との関連性が通常高くないと

認められるもの」として、労基則第 34条の

2 第 3 項に列挙される下記の業務に限定さ

れる。なお、国会の附帯決議を受けて、こ

れらの業務であっても、当該業務に従事す

る時間に監視、使用者から具体的指示を受

けて行うものは除かれる。 

①金融工学等の知識を用いて行う金融商

品の開発の業務 

②資産運用の業務又は有価証券の売買そ

の他の取引の業務のうち、投資判断に基

づく資産運用の業務等（資産運用会社に

おけるファンドマネージャー、トレーダ

ー、ディーラーの業務等） 

③有価証券市場における相場等の動向又

は有価証券の価値等の分析、評価又はこ

れに基づく投資に関する助言の業務（有

価証券市場アナリストの業務） 

④顧客の事業の運営に関する重要な事項

についての調査又は分析及びこれに基づ

く当該事項に関する考案又は助言の業務

（いわゆるコンサルタントの業務） 

⑤新たな技術、商品又は役務の研究開発

の業務 

  

高度プロフェッショナル制度の適用が認

められるための手続的要件としては、一定

の事項について、労働者代表・使用者代表

を構成員とする労使委員会の委員の 5 分の

4 以上の多数による議決を得て、これを所

轄労働基準監督署長に届け出ること、及び、

対象となる労働者から書面による同意を得

ることが規定されている。また、決議の対

象となる事項は下記のとおりである。 

（ア）対象業務 

（イ）対象労働者 

（ウ）「健康管理時間」の把握する措置を

講ずること 

（エ）1 年間に 104 日以上かつ 4 週間を通

じて 4日以上の休日付与 

（オ）下記いずれかの措置を講ずること 
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 ①11時間の継続した休息時間の確保（勤

務間インターバル）及び深夜労働を月 4

回以内とすること 

 ②1週間辺りの健康管理時間が 40時間超

となった場合にその超えた時間が月 100

時間以内、3 か月で 240 時間以内とする

こと 

 ③年 1 回以上継続した 2 週間（労働者が

請求した場合には、1 年 2 回以上の継続

した 1週間）の休日付与 

 ④週 40 時間を超えた健康管理時間が 80

時間を超えた労働者又は申出があった労

働者に臨時健康診断を実施すること 

（カ）健康管理時間の状況に応じて健康・

福祉確保措置（（オ）の措置、健康診断、

医師の面接指導、休日・休暇付与、心と

体の健康問題についての相談窓口の設

置、適切な部署への配置転換、産業医等

による助言指導又は保健指導）を講じる

こと 

（キ）対象労働者の同意の撤回手続 

（ク）苦情処理措置を講ずること 

（ケ）同意をしなかった労働者に対する不

利益取扱いの禁止 

（コ）その他（決議の有効期間、労使委員

会の開催頻度・時期、記録の保存、産業

医のいない事業場における医師の選任

等） 

 上記のうち、（ウ）（エ）（オ）につい

ては、高度プロフェッショナル制を適法に

適用するための要件であり、これが実施さ

れていない場合には、高度プロフェッショ

ナル制の適用は認められず、労基法に基づ

く法定労働時間や割増賃金規制に服するこ

ととなる。 

 なお、厚生労働省が受理した高度プロフ

ェッショナル制度の決議届及び定期報告に

よると、令和 3 年 3 月末時点において、高

度プロフェッショナル制度の導入企業数は

20社（21事業場）であり、（オ）の選択的

措置のうち、①インターバル＋深夜労働の

制限を選択した事業場はなく、②上限設定

を選択したのが 5 事業場、③休日付与を選

択したのが 9 事業場、④臨時の健康診断を

選択したのが 3事業場である。 

 また、（カ）の健康・福祉確保措置とし

て選択されたものの中では、心とからだの

健康問題についての相談窓口の設置を選択

したのが 10事業場、医師による面接指導を

選択したのが 4事業場となっている。 

 

15．2．1．2 健康管理時間の把握 

 高度プロフェッショナル制の対象労働者

の健康管理時間の把握は、高度プロフェッ

ショナル制を導入するに際しての決議事項

とされている。ここでいう「健康管理時間」

とは対象労働者が事業場内にいた時間と事

業場外において労働した時間の合計の時間

を意味する。ただし、事業場内にいた時間

のうち、労使委員会が休憩時間その他対象

労働者が労働していない時間を除くことを

決議したときは、当該決議に係る時間を除

いた時間とされている（労基則第 34条の 2

第 7項）。健康管理時間の把握に際しては、

タイムカードによる記録、パーソナルコン

ピュータ等の電子計算機の使用時間の記録

等の客観的な方法によるのが原則とされる。

ただし、事業場外において労働した場合で

あって、やむを得ない理由があるときは、

自己申告によることができる（同第 8項）。 

15．2．1．3 面接指導の実施 

 健康管理時間が週 40 時間を超えた場合
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の超えた時間が 1 か月当たり 100 時間を超

えた場合には、本条に基づき医師による面

接指導を行うことが義務付けられる（安衛

則第 52条の 7の 4）。超えた期間の算定は、

毎月 1 回以上、一定の期日を定めて行わな

ければならず、面接指導は同期日後遅滞な

く行われなければならない（同第 52条の 7

の 4第 2項、第 52条の 2第 2項）。本条に

基づく面接指導について、労働者の申出に

よらずに実施が求められる点は、高度プロ

フェッショナル制の適用を受けない通常の

労働者の面接指導（安衛法第 66 条の 8）と

は異なる。他方、労働者は面接指導を受け

なければならないとされている点、事業者

は面接指導結果に基づき、対象労働者の健

康保持に必要な措置について医師の意見を

聴かなければならない点、記録の保存が求

められる点は同様である。なお、事後措置

の必要があると認められるときは、職務内

容の変更、有給休暇の付与、健康管理時間

が短縮されるための配慮等の措置を講じな

ければならないとされている。 

 また、本条に基づく面接指導に係る費用

については、事業者に当該面接指導の実施

の義務を課している以上、当然、事業者が

負担する必要がある。また、事業者がその

事業の遂行に当たり、当然実施されなけれ

ばならない性格のものであり、実施にかか

る時間は健康管理時間に含まれる（改正解

釈通達・平成 31・3・29基発 0329第 2号 Q

＆A17）。 

 

15．3 沿革 

 2015（平成 27）年の国会に提出された労

基法改正案には、「時間ではなく成果で評

価される働き方を希望する働き手のニーズ

に応える」286労働時間制度として、高収入

の高度専門人材の労働時間規制を適用除外

しつつ、一定の健康・福祉確保措置を求め

る「高度プロフェッショナル制」が盛り込

まれていたが、批判も強く、審議中に国会

は閉会となった。2018（平成 30）年に国会

に提出された働き方改革関連法案において

は、労基法における時間外労働に対する罰

則付上限規制の導入等を内容とする労基法

改正と一本化する形で、継続審議となって

いた労働基準法改正案に含まれる高度プロ

フェッショナル制についても盛り込まれた。

同法案は、同年 6 月 20 日に成立し、2019

（平成 31）年 4月 1日に施行された。 

 この一本化にあたっては、2017（平成 29）

年 8 月 30 日、同年 9 月 4 日の第 138・139

回労働政策審議会労働条件分科会において、

労働者側委員から強い反対が示されていた。

その際、健康確保措置については、①健康

管理時間に基づいてインターバル措置、②

健康管理時間の上限、あるいは③年間 104 

日の休日確保のいずれかを講じることを義

務付けることが予定されていたが、労働者

側委員から、健康確保措置が不十分である

との懸念点も示され、この点については、

公益委員や使用者側委員からも一定の理解

も示された。こうしたなかで、健康確保措

置の強化が求められ、同年 9 月 8 日に労働

条件分科会において諮問された法律案要綱

においては、高度プロフェッショナルに対

する 104日の休日の付与を義務付け、かつ、

上記①、②のほか、③1 年に 1 回以上の継

続した 2 週間の休日を与えること、あるい

は、④健康管理時間が月 80時間を超えた場

合における健康診断の実施のいずれかを講

じることを義務付けるとの修正がなされ、

－1691－



分担研究報告書（石﨑由希子） 

160 

 

同分科会の答申としては、「おおむね妥当

と認める」としつつ、労働者側委員から、

高度プロフェッショナル制度の創設につい

ては、「長時間労働を助長するおそれがな

お払拭されておらず、実施すべきではない

との考え方に変わりはない」との意見があ

ったことが記載されている。安衛法との関

係では、法律案要綱に健康管理時間が月 100

時間を超えた場合における面接指導の規定

が設けられることとなり、同年 9月 14日の

第 108 回労働政策審議会安全衛生分科会に

おいて諮問がなされ、同日これを是とする

答申がなされている。なお、2015（平成 27）

年の労基法改正案の国会提出に先立ち示さ

れた建議「労働時間法制等の在り方につい

て」においては、高度プロフェッショナル

制度の創設に関して、健康管理時間を基に

した医師の面接指導が盛り込まれており、

これを踏まえたものともいえる。 

 

15．4 適用の実際 

15．4．1 高度プロフェッショナル制度の

導入状況 

 受理された高度プロフェッショナル制度

の決議届及び定期報告の結果を集計した厚

生労働省のデータ（図表 15-1）287によると、

2022 年（令和 4）年 3 月時点で、同制度の

導入企業数は 21 社（22 事業場）、対象労

働者数（合計）は 665 人〔2021（令和 3）

年：552 人〕であり、特に、④顧客の事業

の運営に関する重要な事項についての調査

又は分析及びこれに基づく当該事項に関す

る考案又は助言の業務に従事する者が 550

人となっている。高度プロフェッショナル

制度の適用を受ける労働者のうち、1 か月

当たりの健康管理時間数が最長であった者

の 1 か月当たりの健康管理時間数が 200 時

間以上 300 時間未満であるとするのが合計

15 事業場、300 時間以上 400 時間未満であ

るとするのが合計 7 事業場、400 時間以上

500 時間未満であるとするのも 2 事業場で

ある。なお、高度プロフェッショナル制度

の下で導入されている選択的措置としては、

2週間の連続休日が最も多い 15事業場であ

り、健康・福祉確保措置としては、相談窓

口の設置をしているところがもっとも多い

（17事業場）。 

 

15．4. 2 面接指導の実施状況 

 「令和 2年労働安全衛生調査（実態調査）」

の事業所調査によれば、労働時間の状況を

把握している高度プロフェッショナルがい

る事業所のうち、100 時間超の時間外・休

日労働をした労働者がいたと回答した事業

所の割合が 20.8％（労働者数階級別にみる

と 3人）、いないとの回答が 68.2％、不明

が 10.9％である。また、時間外・休日労働

をした労働者がいたと回答した事業所のう

ち、面接指導を申し出た者がいたと回答し

た事業所も 20.8％であるが、申出を受けた

事業所では面接指導が実施されている。 

 

16 第 66条の 9 

16．1 条文 
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16．2 趣旨及び内容 

16．2．1 趣旨 

 本条は、安衛法第 66条の 8、第 66条の 8

の 2、第 66条の 8の 4に基づく面接指導の

対象とならない労働者についても、健康へ

の配慮が必要な場合には、面接指導等に準

じた措置を実施するよう努めることを事業

者に義務付けるものである。ここでいう健

康への配慮には、脳・心臓疾患の発症の予

防的な意味が含まれる（平成 18・2・24 基

発第 0224003 号）。 

 本条違反に対する罰則はない。もっとも、

事業者において、健康への配慮が必要であ

ることが認識可能であるにも関わらず、配

慮を怠ったことにより、健康障害が発症・

増悪した場合には、安全配慮義務違反・心

身の健康に配慮する義務違反により損害賠

償責任が認められうることとなろう。 

 

16．2．1 内容 

 長時間労働者に対する面接指導の対象と

ならない労働者のうち、健康への配慮が必

要なものについて、事業者は面接指導の実

施又は面接指導に準ずる措置の実施に努め

なければならない（安衛則第 52 条の 8第 1

項）。 

 ここでいう「面接指導に準ずる措置」に

は、労働者に対して保健師等による保健指

導を行うこと、チェックリストを用いて、

産業医等が疲労蓄積度を把握の上で、必要

な者に対して面接指導を行うこと、事業場

の健康管理について事業者が産業医等から

助言指導を受けること等が含まれる（改正

解釈通達・平成 31・3・29基発 0329 第 2号

Q&A18）。さらに、面接指導又は面接指導に

準ずる措置を実施した場合には、その結果

に基づき事後措置を実施するよう努めなけ

ればならないとされる（同 Q&A19）。 

 こうした措置を実施するか否かの判断に

あたっては、事業場において定めた「必要

な措置の実施に関する基準」に該当してい

るか否かをみることになる（安衛則第 52条

の 8 第 2 項）。同基準の策定は衛生委員会

等における調査審議の内容を踏まえて決定

する。衛生委員会が設置されていない事業

場では、基準の策定にあたり、労働者の意

見を聴取するよう努める（安衛則第 23条の

2 参照）。また、長時間労働による健康障

害に係る医学的知見を考慮し、時間外・休

日労働時間が月 45 時間を超える労働者に

ついては、健康への配慮の必要な者の範囲

と措置について検討し、それらの者が措置

の対象となるように「必要な措置の実施に

関する基準」を設定することが望ましいと

される（平成 18・2・24基発第 0224003号）。 

なお、特に、健康管理時間の超過時間が

１月当たり 100 時間を超えない高度プロ

フェッショナル制度対象労働者については、

当該労働者の申出があった場合には、面接

指導を行うよう努めなければならないとさ

れる（安衛則第 52条の 8第 3項、Q&A20）。 

 

第第六六十十六六条条のの九九 事業者は、第六十六

条の八第一項、第六十六条の八の二第

一項又は前条第一項の規定により面

接指導を行う労働者以外の労働者で

あつて健康への配慮が必要なものに

ついては、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、必要な措置を講ずるように

努めなければならない。 
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16．3 制度史 

16．3．1 制定 

 本条は、安衛法第 66 条の 8 と共に 2005

（平成 17）年改正で追加された規定である。

労働政策審議会安全衛生分科会における検

討を経て示された 2004（平成 16）年 12 月

27日の建議「今後の労働安全衛生対策につ

いて」では、安衛法第 66条の 8の対象とな

らない労働者についても、①長時間にわた

る労働により疲労の蓄積が認められ又は労

働者自身が健康に不安に感じた労働者であ

って申出を行った労働者及び②事業場で定

めた基準に該当する労働者に対して、事業

者は面接指導に準ずる措置等必要な措置を

行うよう努めることが記載されている。安

全衛生分科会における当初の案においては、

「周囲の者が労働者の健康の異常を疑った

場合等で、産業医等が必要と認めた」労働

者も面接指導に準ずる措置の対象とするこ

とが検討されていたが、「実行上の問題が

ある」との理由により、最終案では落とさ

れている 288。こうして、安衛則第 52条の 8

（平成 18年厚生労働省令第 1号）において

は、①長時間の労働により、疲労の蓄積が

認められ、又は健康上の不安を有している

労働者及び、②事業場において定められた

基準に該当する労働者に対して、当該労働

者の申出に基づき必要な措置を実施する旨

規定された。 

16．3．2 2018（平成 30）年改正 

2018（平成 30）年働き方改革関連法によ

り、安衛法第 66条の 8の他に、研究開発業

務従事者に対する面接指導や高度プロフェ

ッショナル制の対象労働者に対する面接指

導の規定が設けられたこととの関係で本条

も一部表現が見直されている。 

 なお、平成 30・9・7厚生労働省令第 112

号により、安衛則も改正されている。従前、

必要な措置の対象者は事業場において定め

られた「必要な措置の実施に関する基準」

に該当する者の他、「長時間の労働により、

疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安

を有している労働者」が列挙されていたが

（旧安衛則第 52条の 8）、後者については

削除されている。 

 

16．4 適用の実際 

監督実務の経験者によれば、就業規則に

おいて、労働者からの申出がなくても面接

指導を実施することや、週 40時間超の労働

時間が月 45時間を超え、使用者が必要と認

めた場合は面接指導を実施することを規定

している企業は一定数あるとのことである

289。 

17 第 66条の 10 

17．1 条文 

第第六六十十六六条条のの十十 事業者は、労働者に対し、

厚生労働省令で定めるところにより、医師、

保健師その他の厚生労働省令で定める者

(以下この条において「医師等」という。)

による心理的な負担の程度を把握するため

の検査を行わなければならない。 

２ 事業者は、前項の規定により行う検査

を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定

めるところにより、当該検査を行った医師

等から当該検査の結果が通知されるように

しなければならない。この場合において、

当該医師等は、あらかじめ当該検査を受け

た労働者の同意を得ないで、当該労働者の

検査の結果を事業者に提供してはならな

い。 

３ 事業者は、前項の規定による通知を受
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けた労働者であって、心理的な負担の程度

が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働

省令で定める要件に該当するものが医師に

よる面接指導を受けることを希望する旨を

申し出たときは、当該申出をした労働者に

対し、厚生労働省令で定めるところにより、

医師による面接指導を行わなければならな

い。この場合において、事業者は、労働者

が当該申出をしたことを理由として、当該

労働者に対し、不利益な取扱いをしてはな

らない。 

４ 事業者は、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、前項の規定による面接指導の結

果を記録しておかなければならない。 

５ 事業者は、第三項の規定による面接指

導の結果に基づき、当該労働者の健康を保

持するために必要な措置について、厚生労

働省令で定めるところにより、医師の意見

を聴かなければならない。 

６ 事業者は、前項の規定による医師の意

見を勘案し、その必要があると認めるとき

は、当該労働者の実情を考慮して、就業場

所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、

深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほ

か、当該医師の意見の衛生委員会若しくは

安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委

員会への報告その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

７ 厚生労働大臣は、前項の規定により事

業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施

を図るため必要な指針を公表するものとす

る。 

８ 厚生労働大臣は、前項の指針を公表し

た場合において必要があると認めるとき

は、事業者又はその団体に対し、当該指針

に関し必要な指導等を行うことができる。 

９ 国は、心理的な負担の程度が労働者の

健康の保持に及ぼす影響に関する医師等に

対する研修を実施するよう努めるととも

に、第二項の規定により通知された検査の

結果を利用する労働者に対する健康相談の

実施その他の当該労働者の健康の保持増進

を図ることを促進するための措置を講ずる

よう努めるものとする。 

 

17．2 趣旨及び内容 

17．2．1 趣旨 

仕事や職業生活に関して強い不安、悩み

又はストレスを感じている労働者が 5 割を

超える状況にある中、「労働者の心の健康

の保持増進のための指針」（平成 18・3・

31指針公示第 3号）（メンタルヘルス指針）

に基づき、労働者の心の健康の保持増進の

ための措置の実施が推進されてきたが、仕

事による強いストレスが原因で精神障害を

発病し、労災認定される労働者が、2006（平

成 18）年以降も増加傾向にあり、労働者の

メンタルヘルス不調を未然に防止すること

が重要な課題となっていった。本条は、事

業者に「ストレスチェック制度」と称され

る「心理的な負担を把握するための検査等」

を毎年実施することを義務付けるものであ

る。本条の目的はメンタルヘルス不調の未

然防止にあり、精神疾患者の特定ではない。

すなわち、本条の主要な目的は、①定期的

に労働者のストレスの状況について検査を

行い、本人のその結果を通知して自らのス

トレスの状況について気づきを促し、個人

のメンタルヘルス不調のリスクを低減させ

ること、②検査結果を集団的に分析し、職

場環境の改善につなげることで、リスクの

要因そのものも低減させること、③メンタ
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ルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発

見し、医師による面接指導に繋げることで

ある 290。本条に基づき、事業者はストレス

チェック及び面接指導を実施することが義

務付けられるが、労働者に受検義務はない。 

本条違反に対する罰則はない。本条に基

づくストレスチェック制度を実施しなかっ

たことによって、直ちに損害賠償請求権が

基礎づけられる訳ではないが、こうした体

制を整えていなかったことは、業務を原因

としてメンタルヘルス不調に罹患した労働

者との関係で安全配慮義務違反・心身の健

康に対する配慮義務違反が問われる際には

使用者の不利に斟酌されうる。 

 

17．2．1 内容 

ストレスチェック制度に基づく取り組み

は、（ア）事業者による基本方針の表明、

（イ）ストレスチェック及び面接指導の実

施、（ウ）集団ごとの集計・分析の順に行

うものとされる。（イ）のストレスチェッ

ク及び面接指導の実施にあたっては、①事

業者は、衛生委員会等において調査審議を

行い、その結果を踏まえ、ストレスチェッ

ク制度の実施方法等を規程として定め、②

医師、保健師等にストレスチェックを実施

させ、③結果を労働者本人に通知させ、④

高ストレス者として選定された労働者から

申出があった場合には、医師による面接指

導を実施し、⑤面接指導を実施した医師か

ら就業上の措置に関する意見聴取を行い、

これを踏まえて就業上の措置を講じるとい

う流れでこれを行う（図表 17-1）。 

なお、上記の具体的手順については、「心

理的な負担の程度を把握するための検査及

び面接指導の実施並びに面接指導結果に基

づき事業者が構ずべき措置に関する指針

（以下、「ストレスチェック指針」という）」

（平成 27・4・15 心理的な負担の程度を把

握するための検査等指針公示第 1 号、最終

改正：平成 30・8・22 心理的な負担の程度

を把握するための検査等指針公示第 3 号）

が定められている。また、これに加えて、

「労働安全衛生法に基づくストレスチェッ

ク制度マニュアル」（2015（平成 27）年 5

月、最終改訂：2021（令和 3）年 2 月）も

作成されており、「ストレスチェック実施

規程例」や連絡・通知のための文書例など

が示されている。 

 

17．2．1．1 衛生委員会における調査審議 

 「労働者の精神的健康の保持増進を図る

ための対策の樹立に関すること」は衛生委

員会の付議事項とされており（安衛則第 22

条第 10号）、ストレスチェック制度に関す

る下記事項もここに含まれる（平成 27・5・

1基発 0501号）。 

イ ストレスチェック制度の目的に係る周

知方法並びにストレスチェック制度の実施

体制及び実施方法に関すること 

ロ ストレスチェック結果に基づく集団ご

との集計・分析の実施方法に関すること 

ハ ストレスチェックの受検の有無の情報

の取扱いに関すること 

ニ ストレスチェック結果の記録の保存方

法に関すること 

ホ ストレスチェック、面接指導及び集団ご

との集計・分析の結果の利用目的及び利用

方法に関すること 

ヘ ストレスチェック、面接指導及び集団ご

との集計・分析に関する情報の開示、訂正、

追加及び削除の方法に関すること 
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ト ストレスチェック、面接指導及び集団ご

との集計・分析に関する情報の取扱いに関

する苦情の処理方法に関すること 

チ 労働者がストレスチェックを受けない

ことを選択できることの趣旨の周知方法に

関すること 

リ 労働者に対する不利益な取扱いの防止

に関すること 

 事業者は衛生委員会等における結論を踏

まえ、当該事業場におけるストレスチェッ

ク制度の実施に関する規程を定め、これを

あらかじめ労働者に対して周知することが

求められる（平成 27・5・1 基発 0501 第 3

号）。 

 

17．2．1．2 実施方法・検査項目 

事業者は、常時使用する労働者に対し、

一年以内ごとに一回、定期に、心理的な負

担の程度を把握するための検査を行わなけ

ればならない（本条第 1項、安衛則第 52条

の 9）。検査は、①職場における当該労働

者の心理的な負担の原因に関する項目、②

当該労働者の心理的な負担による心身の自

覚症状に関する項目、③職場における他の

労働者による当該労働者への支援に関する

項目について行い、これを点数化して労働

者のストレスの程度を評価するものであり

る（安衛則第 52条の 9）。これらの項目を

含まない調査票で検査を行うもの又は点数

化せずに評価を行うものは、ストレスチェ

ックには該当しない（平成 27・5・1 基発

0501第 3号）。なお、ストレスチェック指

針においては、事業者がストレスチェック

に用いる調査票として「職業性ストレス簡

易調査票」が示されている（図表 17-2）。 

ストレスチェックの実施方法として、特

定の時期に全ての労働者に対して一斉に実

施する方法のほか、１年を通して労働者ご

とに時期をずらしながら実施する方法も考

えられるが、集団ごとの集計・分析ができ

るよう、少なくとも集計・分析の単位とな

る集団については同じ時期に一斉に実施す

ることが望ましいとされる（平成 27・5・1

基発 0501第 3号）。また、ストレスチェッ

クを健康診断の自覚症状及び他覚症状の有

無の検査と同時に実施することもできるが

事業者は、ストレスチェックの調査票及び

健康診断の問診票を区別する等、労働者が

受検・受診義務の有無及び結果の取扱いが

それぞれ異なることを認識できるよう必要

な措置を講じなければならないとされる

（ストレスチェック指針）。 

 

17．2．1．3 実施者等 

ストレスチェックは、医師、保健師、厚

生労働大臣が定める研修を修了した歯科医

師、看護師、精神保健福祉士、公認心理士

により実施される（安衛則第 52 条の 10 第

1 項）。研修は、下記の範囲について行わ

れる（平成 27・5・1 基発 0501 第 4 号）。 

 

科目 範囲 

労働者の健

康管理 

・労働衛生関係法令 

・職場の労働衛生管理体制 

・産業医等産業保健スタッフの

役割と職務 

・労働者の健康管理の基本的考

え方 

・労働者の健康情報とその評価 

・労働者の健康情報の保護 

事業場にお

けるメンタ

・事業場におけるメンタルヘル

ス対策の基本的考え方 
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ルヘルス対

策 

・労働者のメンタルヘルス不調

の予防と対応、職場復帰支援 

・職場のストレス要因と職場環

境の改善 

事業場にお

ける労働者 

の健康の保

持増進を図 

るための労

働者個人及 

び労働者の

集団に対す 

る支援の方

法 

・職場における健康教育の知識

と技法 

・労働者との面接の知識と技法 

・職場における労働者の集団へ

の支援の知識と技法 

※ 衛生管理者免許を受けた者は「労働者の

健康管理」が免除される。 

※ 労働衛生コンサルタント免許を受けた者

は全科目が免除される。 

 

調査票の回収、集計若しくは入力又は受

検者との連絡調整等の実施の事務について

は、必ずしも実施者が直接行う必要はなく、

実施事務従事者に行わせることができる

（ストレスチェック指針）。実施事務従事

者に対しては、事業者が、安衛法第 104 条

に基づく秘密保持義務が課されること、秘

密の漏えいや知り得た秘密の多目的利用を

してはならないことを周知することが求め

られる（ストレスチェック指針）。 

ストレスチェック結果が労働者の意に反

して人事上の不利益な取扱いに利用される

ことがないようにするため、ストレスチェ

ックの実施に際し、検査を受ける労働者の

人事について直接の権限を持つ監督的地位

にある者は、検査の実施の事務に従事して

はならない（同第 52 条の 10 第 2 項）。た

だし、労働者の健康情報を取り扱わない下

記の事務については、監督的地位にある者

が従事して差し支えないとされる（平成

27・5・1基発 0501第 3号）。 

① 事業場におけるストレスチェックの

実施計画の策定 

② ストレスチェックの実施日時や実施

場所等に関する実施者との連絡調整 

③ ストレスチェックの実施を外部機関

に委託する場合の外部機関との契約等に関

する連絡調整 

④ ストレスチェックの実施計画や実施

日時等に関する労働者への通知 

⑤ 調査票の配布 

⑥ ストレスチェックを受けていない労

働者に対する受検の勧奨 

なお、労働者にはストレスチェックの受

検義務はないが、ストレスチェック指針に

よれば、これは、メンタルヘルス不調で治

療中のため受検の負担が大きい等の特別の

理由がある労働者にまで受検を強要する必

要はないためであり、ストレスチェック制

度を効果的なものとするためにも、全ての

労働者がストレスチェックを受検すること

が望ましいとされており、事業者は、受検

の勧奨をできるとされている。また、労働

者の受検の有無の情報を得るにあたり、労

働者の同意を得る必要はない（ストレスチ

ェック指針）。 

ストレスチェック及び面接指導の実施は

産業医の職務内容に含まれるが（安衛則第

14条第 1項第 3号）、産業医がストレスチ

ェック及び面接指導等の実施に直接従事す

ることまでを求めているものではなく、衛

生委員会等に出席して、医学的見地から意

見を述べるなど、何らかの形でストレスチ
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ェック及び面接指導の実施等に関与するこ

とが求められている（平成 27・5・1 基発

0501第 3号）。なお、ストレスチェック及

び面接指導の実施を外部機関に委ねる場合、

事業者は、当該委託先において、ストレス

チェック又は面接指導を適切に実施できる

体制及び情報管理が適切に行われる体制が

整備されているか等について、事前に確認

することが望ましいとされる（ストレスチ

ェック指針）。 

上記の他、事業者は、実施に当たって、

実施計画の策定、当該事業場の産業医等の

実施者又は委託先の外部機関との連絡調整

及び実施計画に基づく実施の管理等の実務

を担当する者を指名する等、実施体制を整

備することが望ましいとされる。当該実務

担当者には、衛生管理者又はメンタルヘル

ス指針に規定する事業場内メンタルヘルス

推進担当者を指名することが望ましいが、

ストレスチェックの実施そのものを担当す

る実施者及びその他の実施事務従事者と異

なり、ストレスチェック結果等の個人情報

を取り扱わないため、監督的地位にある者

を指名することもできる（ストレスチェッ

ク指針）。 

 

17．2．1．4 高ストレス者の判定方法 

ストレスチェック指針は、面接指導の対

象となりうる高ストレス者の判定方法を以

下のとおり示す。高ストレス者として選定

されるのは、下記いずれかの要件を充たす

者である。具体的な選定基準は衛生委員会

等での調査審議を踏まえて事業者が決定す

る。 

①調査票のうち、「心理的な負担による心

身の自覚症状に関する項目」の評価点数の

合計が高い者 

②調査票のうち、「心理的な負担による心

身の自覚症状に関する項目」の評価点数の

合計が一定以上の者であって、かつ、「職

場における当該労働者の心理的な負担の原

因に関する項目」及び「職場における他の

労働者による当該労働者への支援に関する

項目」の評価点数の合計が著しく高い者 

 実施者による具体的な高ストレス者の選

定は、上記の選定基準のみで選定する方法

のほか、選定基準に加えて補足的に実施者

又は実施者の指名及び指示のもとにその他

の医師、保健師、歯科医師、看護師若しく

は精神保健福祉士又は公認心理師、産業カ

ウンセラー若しくは臨床心理士等の心理職

が労働者に面談を行いその結果を参考とし

て選定する方法も考えられる。 

 

17．1．2．5 結果の通知 

事業者は、ストレスチェックを受検した

労働者に対し、遅滞なく、当該検査を行っ

た医師等から当該検査の結果が通知される

ようにしなければならない（本条第 2 項、

安衛則第 52 条の 12）。ここでいう「遅滞

なく」とは、ストレスの程度の評価等スト

レスチェック結果が出力された後、速やか

にという趣旨である。また、通知すべき結

果は、①当該労働者のストレスの特徴や傾

向を数値、図表等で示したもの（図表 17-3）、

②当該労働者のストレスの程度を示したも

のであって、高ストレスに該当するかどう

かを示した結果、③面接指導の要否である

（平成 27・5・1基発 0501第 3号）。 

通知に際して、①労働者によるセルフケ

アに関する助言・指導、②面接指導の対象

者にあっては、事業者への面接指導の申出
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窓口及び申出方法、③面接指導の申出窓口

以外のストレスチェック結果について相談

できる窓口に関する情報提供も行うことが

望ましいとされる（ストレスチェック指針）。 

なお、事業者は、ストレスチェック結果

の通知を受けた労働者に対して、相談の窓

口を広げ、相談しやすい環境を作ることで、

高ストレスの状態で放置されないようにす

る等適切な対応を行う観点から、日常的な

活動の中で当該事業場の産業医等が相談対

応を行うほか、産業医等と連携しつつ、保

健師、歯科医師、看護師若しくは精神保健

福祉士又は公認心理師、産業カウンセラー

若しくは臨床心理士等の心理職が相談対応

を行う体制を整備することが望ましいとさ

れる（ストレスチェック指針）。 

 

17．1．2．6 労働者の同意 

ストレスチェックの実施者は、労働者の

同意（書面又は電磁的記録による）を得る

ことなく、当該労働者の検査の結果を事業

者に提供してはならない（本条第 2 項、安

衛則第 52 条の 13）。なお、事業者がスト

レスチェックの実施前や実施時に同意を取

得することは認められておらず、労働者に

ストレスチェック結果の通知がなされた後

に取得するものとされる（ストレスチェッ

ク指針）。 

ストレスチェックの結果、高ストレス者

として選定され、面接指導を受ける必要が

あると実施者が認めた労働者のうち、面接

指導の申出を行わない労働者に対しては、

実施者が面接指導の申出の勧奨を行うこと

が望ましいとされる（安衛則第 52 条の 16

第 3 項、ストレスチェック指針）。面接指

導の申出を行った労働者については、スト

レスチェック結果の事業者への提供に同意

したものとして取り扱うことが許容されて

いる（平成 27・5・1 基発 0501 第 3 号、ス

トレスチェック指針）。面接指導の申出は、

遅滞なく（概ね 1 か月以内）にするものと

される（安衛則第 52 条の 16 第 1 項、平成

27・5・1基発 0501第 3号）。 

 

17．2．1．7 面接指導の実施 

ストレスチェックの結果、心理的な負担

の程度が高い者（高ストレス者）であつて、

面接指導を受ける必要があると当該検査を

行つた医師等が認めたものが、医師による

面接指導を受けることを希望する旨を申し

出たときは、当該申出をした労働者に対し、

遅滞なく（概ね 1 か月以内）、医師による

面接指導を行わなければならない（本条第

3項、安衛則第 52条の 15、第 52条の 16第

2 項、平成 27・5・1 基発 0501 第 3 号）。

ここでいう面接指導とは、「問診その他の

方法により心身の状況を把握し、これに応

じて面接により必要な指導を行うこと」で

あり（安衛法第 66条の 8第 1項）、医師が

労働者と面接し、労働者とのやりとりやそ

の様子（表情、しぐさ、話し方、声色等）

から労働者の疲労の状況やストレスの状況

その他の心身の状況を把握することが想定

されるものである。もっとも、近年のデジ

タル技術の進展や労働者のニーズを踏まえ、

産業医や過去 1 年以内に当該労働者に指導

を実施した医師等による面接指導について

は、労働者の表情を確認でき、情報セキュ

リティが確保されているなどの一定の条件

を充たすことにより、情報通信機器を用い

て遠隔での面接指導も可能とされている

（平成 27・9・15基発 0915 第 5号、最終改
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正：令和 2・11・19基発 1119第 2号）。 

医師は、面接指導に際して、検査項目（ス

トレスチェックの結果）の他、①当該労働

者の勤務の状況、②当該労働者の心理的な

負担の状況、③そのほかの当該労働者の心

身の状況について確認する（安衛則第 52条

の 17）。なお、事業者は、当該労働者の勤

務の状況及び職場環境等を勘案した適切な

面接指導が行われるよう、あらかじめ、面

接指導を実施する医師に対して当該労働者

に関する労働時間、労働密度、深夜業の回

数及び時間数、作業態様並びに作業負荷の

状況等の勤務の状況並びに職場環境等に関

する情報を提供するものとする（ストレス

チェック指針）。 

面接指導は、面接指導を受ける労働者の

所属する事業場の状況を日頃から把握して

いる当該事業場の産業医その他労働者の健

康管理等を行うのに必要な知識を有する医

師が行うことが望ましいとされる（平成

27・5・1基発 0501第 3号）。 

なお、 

 

17．1．2．8 医師からの意見聴取  

事業者は、面接指導の結果に基づき、当

該労働者の健康を保持するために必要な措

置について、遅滞なく（概ね 1か月以内）、

医師の意見を聴かなければならない（本条

第 5項、安衛則第 52 条の 19、平成 27・5・

1基発 0501 第 3号）。聴取対象事項は、下

表に基づく就業区分及びその内容に関する

医師の判断と職場環境の改善に関する意見

である（ストレスチェック指針）。 

就業区分 就業上の措置の内容 

区分 内容 

通 常 通常の勤務 ― 

勤務 でよいもの 

制 限

勤務 

勤務に制限

を加える必

要のあるも

の 

メンタルヘルス不調を

未然に防止するため、

労働時間の短縮、出張

の制限、時間外労働の

制限、労働負荷の制限、

作業の転換、就業場所

の変更、深夜業の回数

の減少又は昼間勤務へ

の転換等の措置を講じ

る。 

要 休

業 

勤務を休む

必要のある

もの 

療養等のため、休暇又

は休職等により一定期

間勤務させない措置を

講じる。 

 

面接指導は産業医により行われることが

望ましく、面接指導を実施した医師が、面

接指導を実施した医師が、事業場外の精神

科医又は心療内科医等である場合等当該事

業場の産業医等以外の者であるときは、当

該事業者の事業場の産業医等からも面接指

導を実施した医師の意見を踏まえた意見を

聴くことが望ましいとされる（平成 27・5・

1基発0501第3号、ストレスチェック指針）。 

 

17．2．1．9 事後措置の実施 

事業者は、医師の意見を勘案し、その必

要があると認めるときは、当該労働者の実

情を考慮して、就業場所の変更、作業の転

換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少

等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の

衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労

働時間等設定改善委員会への報告その他の

適切な措置を講じなければならない（本条

第 6項）。 
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ストレスチェック指針は、事業者が労働

者に対して面接指導の結果に基づく就業上

の措置を決定する場合には、あらかじめ（必

要に応じて産業医同席の下で）当該労働者

の意見を聴き、十分な話し合いを通じてそ

の労働者の了解が得られるよう努めること、

労働者に対する不利益な取扱いにつながら

ないように留意することが求められるとす

る。また、事業者は、就業上の措置を実施

し、又は当該措置の変更若しくは解除をし

ようとするに当たっては、産業医等と他の

産業保健スタッフ、当該事業場の健康管理

部門及び人事労務管理部門の連携に留意す

る必要があるほか、当該労働者の勤務する

職場の管理監督者に対して就業上の措置に

ついて理解が得られるよう必要な説明を行

うことが適当であるとされる。また、就業

上の措置を講じた後、ストレス状態の改善

が見られた場合には、当該事業場の産業医

等の意見を聴いた上で、通常の勤務に戻す

ことが予定される。 

 

17．2．1．10 記録の作成・保存 

事業者は、面接指導の結果に基づき、結

果の記録を作成し、5 年間保存しておかな

ければならない。記録内容は、①実施年月

日、②当該労働者の氏名、③面接指導を行

つた医師の氏名、④労働者の勤務の状況、

⑤労働者の心理的な負担の状況、⑥その他

の労働者の心身の状況、⑦医師の意見であ

る（本条第 4 項、安衛則第 52 条の 17、同

第 52 条の 18）。その際、必要な事項が記

載されていれば、医師からの報告をそのま

ま保存することで足りる（平成 27・5・1基

発 0501 第 3号）。 

なお、面接指導結果のうち、労働者の心

理的な負担の状況やその他の心身の状況に

ついては、診断名、検査値、具体的な愁訴

の内容等の生データや詳細な医学的な情報

を記載すべき趣旨ではない。また、面接指

導を実施した医師は、当該労働者の健康を

確保するための就業上の措置を実施するた

め必要最小限の情報に限定して事業者に情

報を提供する必要があり、診断名、検査値、

具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な

医学的な情報は事業者に提供してはならな

いとされる（平成 27・5・1 基発 0501 第 3

号）。 

上記の他、労働者の同意を得て、ストレ

スチェックの結果の提供を受けた場合、事

業者はその記録を作成し、5 年間保存して

おかなければならない（安衛則第 52 条の

13第 2 項）。同意が得られなかった場合に

は、実施者が 5 年間保存することになる。

事業者は、実施者によるストレスチェック

結果の記録の作成及び当該実施者を含む実

施事務従事者による当該記録の保存が適切

に行われるよう、記録の保存場所の指定、

保存期間の設定及びセキュリティの確保等

必要な措置を講じなければならない（安衛

則第 52条の 11、ストレスチェック指針）。 

 

17．2．1．11 検査及び面接指導の結果の

報告 

 常時 50 人以上の労働者を使用する事業

者は、1 年以内に 1 回、定期に、ストレス

チェック及び面接指導の結果を「心理的な

負担の程度を把握するための検査結果報告

書」（様式第 6 号の 2）により、所轄労働

基準監督署長に提出しなければならない

（安衛則第 52 条の 21）。提出時期は、各

事業場における事業年度の終了後など、事
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業場ごとに設定して差し支えないとされて

いる（平成 27・5・1基発 0501 第 3号）。 

 

17．2．1．12 不利益取扱いの禁止  

既述のとおり（17．2．1．7）、本条第 3

項の規定に基づき、事業者は、労働者が面

接指導の申出をしたことを理由とした不利

益な取扱いをしてはならないとされる。ま

た、労働者が面接指導を受けていない時点

においてストレスチェック結果のみで就業

上の措置の要否及び内容を判断することは

できないことから、事業者は、当然に、ス

トレスチェック結果のみを理由とした不利

益な取扱いについても、これを行ってはな

らないとされる。 

ストレスチェック指針は、これに加え、

下記の不利益取扱いについても一般的に合

理的なものとはいえないとして、事業者は

これらを行ってはならないと規定する。 

ア 労働者が受検しないこと等を理由とし

た不利益な取扱い 

 ① ストレスチェックを受けない労働者

に対して、これを理由とした不利益な取扱

いを行うこと。 

 ② ストレスチェック結果を事業者に提

供することに同意しない労働者に対して、

これを理由とした不利益な取扱いを行うこ

と。 

 ③ 面接指導の要件を満たしているにも

かかわらず、面接指導の申出を行わない労

働者に対して、これを理由とした不利益な

取扱いを行うこと。 

イ 面接指導結果を理由とした不利益な取

扱い 

 ① 措置の実施に当たり、医師による面

接指導を行うこと又は面接指導結果に基づ

く必要な措置について医師の意見を聴取す

ること等の法令上求められる手順に従わ

ず、不利益な取扱いを行うこと。 

 ② 面接指導結果に基づく措置の実施に

当たり、医師の意見とはその内容・程度が

著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と

認められる範囲内となっていないもの又は

労働者の実情が考慮されていないもの等の

法令上求められる要件を満たさない内容の

不利益な取扱いを行うこと。 

③ 面接指導の結果を理由として、次に掲

げる措置を行うこと。 

(a) 解雇すること。 

(b) 期間を定めて雇用される者について

契約の更新をしないこと。 

(c) 退職勧奨を行うこと。 

(d) 不当な動機・目的をもってなされた

と判断されるような配置転換又は職位(役

職)の変更を命じること。 

(e) その他の労働契約法等の労働関係法

令に違反する措置を講じること。 

 

17．2．1．13 集団的分析 

事業者は、ストレスチェックを行った医

師等に、ストレスチェックの結果を当該事

業場の当該部署に所属する労働者の集団そ

の他の一定規模の集団ごとに集計させ、そ

の結果について分析させるよう努めなけれ

ばならない（安衛則第 52条の 14第 1項）。

「一定規模の集団」とは、職場環境を共有

し、かつ業務内容について一定のまとまり

をもった部、課などの集団であり、具体的

に集計・分析を行う集団の単位は、事業者

が当該事業場の業務の実態に応じて判断す

るものとされる（平成 27・5・1 基発 0501

第 3号）。集団ごとの集計・分析の結果は、
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当該集団の管理者等に不利益が生じないよ

うその取扱いに留意しつつ、管理監督者向

け研修の実施又は衛生委員会等における職

場環境の改善方法の検討等に活用すること

が望ましいとされる（ストレスチェック指

針）。 

事業者はまた、集団的分析の結果を勘案

し、その必要があると認めるときは、当該

集団の労働者の実情を考慮して、当該集団

の労働者の心理的な負担を軽減するための

適切な措置を講ずるよう努めなければなら

ない（安衛則第 52条の 14 第 2項）。 

適切な措置を講ずるに当たり、事業者は、

実施者又は実施者と連携したその他の医師、

保健師、歯科医師、看護師や心理職等から

措置に関する意見を聴き、又は助言を受け

ることのほか、管理監督者による日常の職

場管理で得られた情報、労働者からの意見

聴取で得られた情報及び産業保健スタッフ

による職場巡視で得られた情報等も勘案し

て職場環境を評価するとともに、勤務形態

又は職場組織の見直し等の様々な観点から

職場環境を改善するための必要な措置を講

ずることが望ましいとされる（ストレスチ

ェック指針）。 

ストレスチェック指針及び行政通達（平

成 27・5・1 基発 0501 第 3 号）は、集団的

分析は努力義務ではあるが、事業者はでき

るだけこれを実施することが望ましいとす

る。 

なお、集団的分析の結果はストレスチェ

ック結果を把握できるものではないことか

ら、当該集団の労働者個人の同意を取得す

る必要はない。ただし、集計・分析の単位

が 10 人を下回る場合には、集団ごとの集

計・分析を実施した実施者は、原則として、

集計・分析の対象となる全ての労働者の同

意を取得しない限り、事業者に集計・分析

の結果を提供してはならないものとされて

いる（ストレスチェック指針）。 

 

17．1．2．14 派遣労働者 

派遣労働者に対するストレスチェックの

実施は、派遣元事業者の義務である。ただ

し、派遣元事業主が面接指導の結果に基づ

き、就業上の措置を講じるにあたっては、

労働者派遣契約の変更が必要となることな

ども考えられることから、派遣先事業者と

連携し、対応することが望ましいとされる

（平成 27・5・1基発 0501第 3号）。また、

ストレスチェック結果の集団ごとの集計・

分析は、職場単位で実施する必要があるこ

とから、派遣労働者も含めた一定規模ごと

に、派遣先事業者において集計・分析する

ことが適当であり、派遣先事業者において

も派遣労働者に対してストレスチェックを

実施することが望ましいとされる（ストレ

スチェック指針）。 

 

17．1．2．15 費用負担 

ストレスチェック及び面接指導の費用に

ついては、法で事業者に実施の義務を課し

ているものであり、当然、事業者が負担 す

べきものとされている（平成 27・5・1基発

0501第 3号）。他方、ストレスチェック及

び面接指導を受けるのに要した時間に係る

賃金の支払いについては、当然には事業者

の負担すべきものではなく、労使協議をし

て定めるべきものであるが、労働者の健康

の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条

件であることを考えると、ストレスチェッ

ク及び面接指導を受けるのに要した時間の
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賃金を事業者が支払うことが望ましいとさ

れている（平成 27・5・1基発 0501第 3号）。 

 

17．1．2．15 小規模事業者の特例 

 常時使用する労働者数が 50 人未満の小

規模事業場においては、当分の間、ストレ

スチェックの実施は努力義務とされている

（安衛法附則第 4 条）。これらの小規模事

業場では、産業医及び衛生管理者の選任並

びに衛生委員会等の設置が義務付けられて

いないためである。小規模事業場でストレ

スチェック及び面接指導を実施する場合は、

産業保健スタッフが事業場内で確保できな

いことも考えられることから、産業保健総

合支援センターの地域窓口(地域産業保健

センター)等を活用して取り組むことがで

きる（ストレスチェック指針）。 

 

17．3 沿革 

17．3．1 制度史 

17．3．1．1 前史 

 本条制定に先立ち、メンタルヘルス対策

については、指針等に基づく施策が展開さ

れていた 291。「心理的負荷による精神障害

等に係る業務上外の判断指針」（平成 11・9・

4 基発第 544 号）において精神分裂病（統

合失調症）や躁うつ病を職業病に加えたこ

となどを契機として、2000（平成 12）年 8

月には「事業場における労働者の心の健康

づくりのための指針」が策定され、同指針

では、①労働者自らによるセルフケア、②

管理監督者等のラインによるケア、③産業

医等の事業場内産業保健スタッフによるケ

ア、④産業保健推進センター等の事業場外

資源によるケアの重要性が示されていた。

また、「過重労働・メンタルヘルス対策の

在り方に関する検討会報告書」（2004（平

成 16）年 12月）に基づく、2004（平成 16）

年 12 月 27 日の建議「今後の労働安全衛生

対策について」においては、面接指導にお

いてメンタルヘルス面にも留意することや

メンタルヘルス教育の実施、相談体制の整

備、外部機関の活用等について法律に基づ

く指針で示すことが求められた。これを受

けて、2006（平成 18）年 3月 31日には「労

働者の心の健康の保持増進のための指針」

が策定されているが、そこでは、上記の 4

つのケアの他、（a）職場環境の把握と問題

点の把握、それに基づく職場環境の改善や

(b)メンタルヘルス不調への気づきと対応

（労働者による自発的相談とセルフチェッ

ク）の重要性が示されている。 

 本条制定には、また、自殺対策も大きく

関わっている。年間自殺者が 3 万人を超え

る現状に対処するため、2006（平成 18）年

には「自殺対策基本法」が制定され、国・

地方公共団体の職域における体制整備や事

業主の責務として、国・地方公共団体の自

殺対策に協力し、労働者の心の健康の保持

を図るため必要な措置を講ずる努力義務が

規定されている。2007年 6月には同法に基

づき「自殺総合対策大綱」が、2008（平成

20）年 10月には「自殺対策加速化プラン」

が策定され、後者においては、職場におけ

るメンタルヘルス不調者の早期発見のため

の研修実施や相談機関の紹介について言及

されている。 

 2010（平成 22）年 1月に厚生労働省内に

設置された「自殺・うつ病対策プロジェク

トチーム」は、同年 5 月に報告書「誰もが

安心して生きられる、暖かい社会づくりを

目指して」を取りまとめている。同報告書
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の中で、「職場におけるメンタルヘルス対

策・職場復帰支援の充実」は「今後の自殺

防止のための厚生労働省の対策 5本柱」の

うちの 3 本目の柱とされ、そこでは、職場

におけるメンタルヘルス不調者の把握とそ

の後の対応（労働時間の短縮、作業転換、

休業等）に係る制度等の検討が必要である

とされている。 

 

17．3．1．2 「職場におけるメンタルヘル

ス対策検討会報告書」 

2010（平成 22）年 5月から、厚生労働省

に「職場におけるメンタルヘルス対策検討

会」が設けられ、同年 9月に報告書（以下、

検討会報告書）がまとめられた。同検討会

においては、一般定期健康診断において調

査票を配布して、メンタルヘルス不調者を

想起に発見する方法も検討されたが、一般

定期健康診断においては、①健康診断結果

は事業者に通知されること、②事業者にお

いてメンタルヘルス不調に対する理解が十

分でない場合には、労働者にとって不利益

な取扱いが行われるおそれがあること、③

調査票を活用してメンタルヘルス不調を把

握する場合には専門家の関与が必要であり

多大なコストも要することから、別の新た

な枠組みが必要であるとされた。 

具体的な枠組みとしては、一般定期健康

診断における「自覚症状及び他覚症状の有

無の検査」（問診票の使用も含む。）に併

せて、医師がストレスに関連する心身の症

状・不調（職場だけでなく家庭等によるも

のも含む）について確認するとともに、就

業上の措置について意見を述べる医師によ

る面接の要否について判断するが、その際、

労働者の症状や面接の要否について事業者

には伝えないこと、面接を行う医師は、就

業上の措置の要否について判断し、労働者

による同意を得た上で事業者に意見を伝え

ることとされている。また、併せて、メン

タルヘルス不調者に対する不利益取扱い防

止のための措置や事業場に対する支援体制

の整備が必要であることも提言されている。 

17．3．1．3 労働政策審議会安全衛生分科

会建議と法案の提出 

労働政策審議会安全衛生分科会において

はまず、使用者側委員からコスト面などの

問題が指摘され 292、これについては事務局

から、一般定期健康診断に併せてストレス

に関連する状況を確認するに際して利用す

る「職業性ストレス簡易調査票」の調査項

目を 57項目から 9項目に絞って実施する方

向性などが示されたほか 293、ストレス関連

症状に関して「陽性者」となるのは 14％が

見込まれるところ、問診にかかる時間は 1

割程度増えるが、面接指導を申し出る者が

仮にその半数であり、1人に 30分程度時間

がかかることを前提に計算したとしても、

問診については、労働者 1 人あたり 100 円

分、面接については労働者 1 人あたり 250

円分の負担増が試算されるところであり、

中小企業にとってみても大きな負担になら

ないことなどが説明されている 294。 

また、労働者のプライバシーを保護は重

要であるとしても、面接の必要性について

およそ事業者に伝えずに、面接の実施をす

ることについては、面接に要する費用や面

接にかかる時間をいかに確保すべきかを考

えると労務管理の点で無理があることにつ

いて、労働者側委員からも指摘がなされた

ことを受けて 295、面接が必要と判断された

労働者は、自ら面接の申出を事業者に対し
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て行い、事業者が医師による面接指導を実

施し、医師からの意見聴取を行う仕組みへ

と修正された。また、ストレスによる症状・

不調の確認に関しては、労働者のプライバ

シー保護や労働者の意向の尊重の観点から、

健診結果が事業者に通知される一般定期健

康診断とは別の仕組みとすることとされた

296。 

さらに、50人以上の事業場でも比較的小

規模の事業場では産業医の選任率も十分で

あないという実態や巡視などを含めて産業

医の活動時間や事業場を訪問する頻度が十

分でない実態があること、他方、優良事例

の中には、産業医とメンタルヘルスに対応

可能な医師・保健師等の連携がみられるこ

となどを踏まえ、①面接指導を実施するに

あたり、外部専門機関の活用すること、②

50人未満の事業場においても効果的な面接

等を行うために、地域産業保健センターに

おいて、メンタルヘルスに対応可能な医

師・保健師の確保や連携を図っていくこと

などが提言されることとされた。 

以上のような議論を経て出された労働政

策審議会安全衛生分科会建議「今後の職場

における安全衛生対策について」（2010（平

成 22）年 12月 22日）では、医師が労働者

のストレスに関連する症状・不調を確認し、

この結果を受けた労働者が事業者に対し面

接の申出を行った場合には、事業者が医師

による面接指導及び医師からの意見聴取等

を行うことを事業者の義務とする「新たな

枠組み」が提言された。また、「新たな枠

組み」の下、個人情報の保護の観点から、

医師（ストレスに関連する症状・不調の確

認を行った医師）は、労働者のストレスに

関連する症状・不調の状況及び面接の要否

等の結果については、労働者に直接通知す

ることとすること、事業者は、労働者が面

接の申出を行ったことや、面接指導の結果

を理由として、労働者に不利益な取扱いを

してはならないことが提言された。また、

「新たな枠組み」に対応する産業医の体制

は必ずしも十分でないことから、産業医有

資格者、メンタルヘルスに知見を有する医

師等で構成された外部専門機関を、一定の

要件の下に登録機関として、嘱託産業医と

同様の役割を担うことができるようにする

ことや医師が労働者のストレスに関連する

症状・不調を確認する項目については、労

働者の「疲労」、「不安」、「抑うつ」に

ついて、簡易に確認することができる標準

的な例を示すこととすること、地域産業保

健センターにおいて、メンタルヘルスに対

応可能な医師・保健師を確保する等、機能

を強化すべきであること等が示された。 

東日本大震災に伴う影響もあり、2011（平

成 23）年 10 月に「労働安全衛生法の一部

を改正する法律案要綱」の諮問・答申が行

われ、同年 12月 8日、全ての事業者に対し、

医師又は保健師による「精神的健康の状況

を把握するための検査」を実施することを

義務付け、労働者にもまたその受検を義務

付けることを盛り込んだ「労働安全衛生法

の一部を改正する法律案」が衆議院に提出

された。しかし、同法案は、会期末により

継続審議となり、その後、第 181 回臨時国

会でも継続審議となっていたが、2014（平

成 24）年 11 月、衆議院の解散により廃案

となっている。なお、この間に、この制度

をうつ病者のスクリーニングを図るものと

理解した精神医学関係者から、うつ病罹患

のレッテル貼りや職場からの排除を招くも
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のとなるなどの批判が出されている。 

17．3．1．3 法案の再提出 

 2013（平成 25）年 2 月 14 日の諮問を経

て策定された「第 12 次労働災害防止計画」

（2013（平成 25）～2017（平成 29）年度）

においては、「ストレスのリスクを特定、

評価するリスクアセスメントのような新た

な手法の検討」が盛り込まれた。ストレス

チェック制度に関する検討は、これを受け

て、同年 6月 10日の労働政策審議会安全衛

生分科会において再開されている。まず、

分科会では、改正法提出後の労働者の心の

健康を取り巻く状況を踏まえても、メンタ

ルヘルス対策の必要性は引き続きあるとの

点につき委員の認識は一致している 297。 

 同年 9月 25日の分科会では、精神医学の

専門家 298に対するヒアリングがなされ、9

項目の検査項目が挙げられているが、精神

疾患の早期発見としては科学的根拠が不十

分であるとの指摘や精神症状と身体症状の

区分が不可能であることからすると、一般

健康診断から精神的健康の状況にかかるも

のを除くことは不適切であるとの指摘等が

なされた。前者の点に関し、事務局からは、

ストレスチェックは精神疾患の早期発見を

目的とするものではないことの確認と、57

項目については既に一定の使用実績もあり、

一定の評価を経たものといえるが、9 項目

抜き出すことについては更に専門家による

検討会で実務的検討が必要と考える旨の発

言がなされている。また、後者の点に関し

ては、ストレスチェックの結果については、

プライバシー保護の観点から本人同意が必

要であり、事業者が内容を知り得る一般健

康診断と切り分ける必要があるものの、一

般健康診断において、疲労や睡眠、食欲等

について確認することを排除する趣旨では

ないこと、他方、ストレスチェックの結果

として保護すべき情報の内容・範囲につい

ては更なる検討が必要であるとの回答がな

されている 299。なお、この点に関し、最終

的には、ここでの議論を踏まえて、 

2013（平成 25）年 12月 24日の建議「今

後の労働安全衛生対策について」では、ス

トレスチェックの目的が、「労働者自身の

ストレスの状況についての気づきを促し、

ストレスの状況を早期に把握して必要な措

置を講じることにより、労働者がメンタル

ヘルス不調となることを未然に防止するこ

と」にあることのほか、また、「検査の目

的がストレスの状況を把握するものであり、

精神疾患の発見を一義的な目的としたもの

ではないこと」に留意すべき旨も明記され

た。また、同建議を受けて 2014（平成 26）

年 2 月 4 日に答申された法律案要綱におい

ては、制度の名称が、こうした趣旨に則し

た形で、「精神的な健康の状況を把握する

ための検査」から「心理的な負担の程度を

把握するための検査」に改められた。 

 法案はその後、与党内で審議されること

となったが、その際出された意見を踏まえ、

法案提出に先立ち、下記のような修正がな

された 300。まず、全ての事業場にストレス

チェックを義務付ける点については、中小

規模事業場で適切に実施されない可能性が

あることから、産業医の選任義務のない労

働者 50 人未満の事業場については努力義

務とされた。また、労働者に受検義務を課

す部分についても異議が出され、義務規定

は削除された。なお、この点に関しては、

安全衛生分科会において、中小企業の取組

の強化を目指してまとめて建議の内容から
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後退した内容と言わざるを得ないとの批判

301がなされている。この他、ストレスチェ

ックの実施者として、産業医、保健師だけ

でなく、一定の研修を受けた看護士、精神

保健福祉士等を含めることとした他、産業

医等へへの研修の充実やストレスチェック

を受けた労働者に対する企業内外の相談・

情報提供体制の整備に関して国の責務を規

定する条文が追加されることとなった。 

以上のような経過により、法案は第 186

回国会に提出され、2014（平成 26）年 6月

19 日に成立し、同月 25 日に公布された。

なお、参議院の附帯決議（2014（平成 26）

年 4 月 8 日）では、職場ごとのストレスの

状況を事業者が把握し、職場環境の改善を

図る仕組みを検討することや小規模事業場

のメンタルヘルス対策について、産業保健

活動総合支援事業による体制整備など必要

な支援を行うことが記載された。また、衆

議院の附帯決議（2014（平成 26）年 6月 18

日）では、上記に加え、「ストレスチェッ

ク制度が、精神疾患の発見でなく、メンタ

ルヘルス不調の未然防止を主たる目的とす

る位置付けであることを明確にし、事業者

及び労働者に誤解を招くことのないように

する」ことや、「ストレスチェック制度の

実施に当たっては、労働者の意向が十分に

尊重されるよう、事業者が行う検査を受け

ないことを選んだ労働者が、それを理由に

不利益な取扱いを受けることのないように

すること」、また、検査項目については、

その信頼性・妥当性を十分に検討し、検査

の実施が職場の混乱や労働者の不利益を招

くことがないようにすること」が記載され

ている。なお、平成 26（2014）年 6 月 27

日には、過労死等防止対策推進法も公布さ

れている（→14．3．1．2）。 

17．3．1．4 法律制定後 

 改正法成立後、附帯決議の内容等も踏ま

えた上で、具体的な実施方法について、2014

（平成 26）年 7月以降、「ストレスチェッ

ク項目等に関する専門検討会」が開催され、

同年 9月に「中間とりまとめ」が示された。

また、その後、同年 10月には「ストレスチ

ェックと面接指導の実施方法等に関する検

討会」と「ストレスチェック制度に関わる

情報管理及び不利益取扱い等に関する検討

会」が同時並行で進められ、同年 12 月 17

日に「ストレスチェック制度に関する検討

会報告書」がまとめられた。同報告書では、

ストレスチェック実施に当たり、衛生委員

会で必要事項を審議・確認し、労働者に周

知すること、ストレスチェック項目として、

「仕事のストレス要因」、「心身のストレ

ス反応」及び「周囲のサポート」の 3 領域

に関する内容を含めることが必要である旨、

ストレスチェックの標準項目は、旧労働省

委託研究により開発された「職業性ストレ

ス簡易調査票」（57項目）が適当であるが、

中小規模事業場の負担を踏まえ、より簡易

な項目も示す旨提言された。労働者のプラ

イバシー等との関係では、労働者の同意の

取得方法として、事前同意ではなく、結果

通知後に同意を取得すべきとされ、本人か

ら面接指導の申出があった場合には、同意

があったとみなすこととされた。また、高

ストレスと評価された者のうち、面接指導

の申出を行わない労働者に対し 

て、実施者が面接指導の申出勧奨を行うこ

とを推奨すべき旨、集団分析の実施とこれ

に基づく職場環境改善を努力義務とする旨、

面接指導の結果を理由とする不利益取扱い
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禁止の他、ストレスチェックを受けないこ

とやストレスチェック結果の提供に同意し

ないことを理由とした不利益取扱いも禁止

されるべきとされた。上記の提言に基づき、

2015（平成 27）年 5月に安衛則の改正がな

された他、「心理的な負担の程度を把握す

るための検査及び面接指導の実施並びに面

接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置

に関する指針」が策定・公表されている。 

 

17．3．2 背景となった災害等 

17．3．2．1 自殺者の増加 

2009（平成 21）年の警察庁統計 302による

と、自殺者は 32,845人となり、1998（平成

10 年）以降 12 年連続して 3 万人を超えて

いるが、このうち、「被雇用者・勤め人」

は約 9,000人（約 28％）と「無職者」（約

19,000 人・57％）に次いで多く、また「勤

務問題」が原因・動機の一つとなっている

者は約 2,500 人となっている。 

また、「自殺・うつ病対策プロジェクト

チーム」の報告書では、有職者全般、特に

一部の業種や職種において自殺死亡率が高

まっていること、具体的には、農林漁業職・

サービス職では以前から自殺死亡率が高か

ったが、1998（平成 10）年代にさらに上昇

していること、また、専門・技術職、管理

職で急激に上昇していることが挙げられて

おり、職場における対策の充実が必要であ

るとの指摘もなされている。 

なお、2013（平成 25）年 7 月 30 日の第

74 回労働政策審議会安全衛生分科会では、

自殺者の推移が確認され、2012（平成 24）

年は 15 年ぶりに 3 万人を下回っているが、

「勤務問題」を理由とする自殺は 2,400 人

台と一定の割合を占めていることが確認さ

れている（図表 17-4）。 

17．3．2．2 メンタルヘルス不調者の増加 

2010（平成 22）年の「職場におけるメン

タルヘルス対策検討会報告書」においては、

①2007（平成 19）年の労働者健康状況調査

報告において、「仕事や職業生活に関して

強い不安、悩み、ストレスがある」とする

労働者の割合は約 58％にも上り、「過去 1

年間にメンタルヘルス上の理由により連続 

1か月以上休業又は退職した労働者がいる」

とする事業場の割合が約 8％（7.6％）とな

っていることが指摘されている。また、同

報告書では、この要因として、うつ病等に

対する国民の理解が浸透したこと、厳しい

経済情勢や職場環境の変化等が影響を与え

ていることが考えられると分析されている。 

2013（平成 25）年 7月 30日の第 74回労

働政策審議会安全衛生分科会に提出された

資料 3-4 によれば、「過去 1 年間にメンタ

ルヘルス上の理由により連続 1か月以上休

業又は退職した労働者がいる」とする事業

場の割合が 2007（平成 19）年の 7.6％から

2011（平成 23）年には 9％へと上昇してい

ること、他方、メンタルヘルスケアに取り

組んでいる事業所の割合は、2007（平成 19）

年に 33.6％だったのが、2011（平成 23）年

には 43.6％に伸びてはいるものの、「第 12

次労働災害防止計画」の目標とされる 80％

には及ばない上、300 人以上の企業では 9

割近くがメンタルヘルスケアに取り組んで

いるのに対し、100 人以上では 8 割、50 人

以上では 6割、30人以上では 4.5割、10人

以上では 4 割弱と小規模事業場での取り組

みが遅れているといえる。 

なお、2022（令和 3）年の労働安全衛生

調査（個人調査）によれば、「仕事や職業
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生活に関して強い不安、悩み、ストレスが

ある」とする労働者の割合は 53.3％［2020

（令和 2）年調査 54.2％］であり、同調査

（事業所調査）によれば、「過去 1 年間に

メンタルヘルス上の理由により連続 1か月

以上休業又は退職した労働者がいる」とす

る事業場の割合は 10.1％［2020（令和 2）

年調査 9.2％］である。 

17．3．2．3 精神障害等による労災請求件

数の増加 

「職場におけるメンタルヘルス対策検討

会報告書」や第 74 回労働政策審議会安全衛

生分科会においては、精神障害等による労

災請求件数や支給決定数の増加についても

指摘されている（図表 17-5）。労災請求件

数は、2005（平成 17）年度は 656 件、2009

（平成 21）年度は 1,136件、2012（平成 24）

年度は 1,257 件であり、請求件数は、2010

（平成 22 年）以降は毎年 1200 件程度とな

っている。 

また、労災支給決定件数は 2005（平成 17）

年度は 127 件、2009（平成 21）年度は 234

件、2012（平成 24）年度は 475 件である。

特に、2012（平成 24）年度の支給決定件数

は前年度の支給決定件数である 325 件から

大きく伸びていることが指摘されている

（なお、労災請求件数は 1,272件）。なお、

2021（令和 3）年度の請求件数は 2,346件、

支給決定件数は 629件である 303。 

17．3．2．3 過労自殺等による労災民訴事

案 

 2010（平成 22）年の「職場におけるメン

タルヘルス対策検討会報告書」においては、

職場における心理的負荷が原因でメンタル

ヘルス不調に至り自殺したなどとして、企

業に高額な賠償が命じられた民事裁判の例

もあることが指摘されている。どの事件を

指しているか必ずしも明らかではないもの

の、検討会に先立ち出された労災民訴の認

容例としては、月 100 時間を超える時間外

労働や交代制勤務、クリーンルーム内での

作業等により心理的負荷を増大させていた

派遣労働者がうつ病を発症し自殺した事案

の下、派遣先・派遣元企業双方の損害賠償

責任を認めたニコンほか事件・東京高判平

成 21・7・28労判 990号 50頁（賠償額：約

7000万円）、月 100時間を超える時間外労

働による疲労やシステムの不具合が頻発す

ることに伴う精神的負荷の蓄積等によりプ

ロジェクトマネージャーの地位にある労働

者がうつ病を発症し自殺した事案の下、出

向先企業の損害賠償責任を認めた JFE スチ

ールほか事件・東京地判平成 20・12・8 労

判 981号 76頁（賠償額計：約 7900万円）、

月 100 時間を超える時間外労働や精神的緊

張を伴うベルトコンベアでのライン作業に

従事していた製造課塗装班のリーダーの地

位にある労働者がうつ病を発症し自殺した

事案の下、企業の損害賠償責任を認めた山

田製作所（うつ病・自殺）事件・福岡高判

平成 19・10・25 労判 955 号 59 頁（賠償額

計：約 7400 万円）等がある。 

 

17．4 適用の実際 

17．4．1 ストレスチェックの実施状況 

 2021（令和 3）年度の労働安全衛生調査

（事業所調査）によれば、ストレスチェッ

クを実施している事業所の割合は、65.2％

であり、50人以上の事業所で 95.6％である。

ストレスチェックを実施した事業所のうち、

結果の集団（部、課など）ごとの分析を実

施した事業所の割合は 76.4％であり、その
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中で分析結果を活用した事業所の割合は 

79.9％となっている。つまり、ストレスチ

ェックを実施した事業所のうち、集団的分

析の結果を活用した事業所は 6 割に留まる。 

分析結果を活用した事業所の活用内容

（複数回答）としては、「残業時間削減、

休暇取得に向けた取組」がもっとも多く

（53.3％）、「相談窓口の設置」（44.6％）、

「上司・同僚に支援を求めやすい環境の整

備」（41.1％）、「衛生委員会又は安全衛

生委員会での審議」（35.2％）、「人員体

制・組織の見直し」（34.1％）、「業務配

分の見直し」（33.9％）、「管理監督者向

け又は労働者向け研修の実施」（27.5%）の

順に多い。 

もっとも、「令和 2 年度本研究プロジェ

クトによる行政官・元行政官向け法令運用

実態調査（三柴丈典担当）」においては、

「義務化以降、5 年経過し、簡易調査票の

問診事項が同一であり、マンネリが生じて

いるため実施結果の収集方法の見直し等が

必要(安易に受検する者も少なからずある

状況)」との指摘が寄せられている。後者の

点については、行政監督実務の経験者から

の情報提供においても、「年とともに費用

対効果が見えない」との声があるとの指摘

もある 304。上記回答内容のうち、「安易に

受検する」の趣旨は必ずしも明確ではない

が、繰り返し実施することにより、どのよ

うに回答すればどのような結果が出るかを

労働者が把握し、高ストレスと判定される

ように意図的に回答したり、逆に、高スト

レスと判定されないように回答を変えるこ

とができるようになる可能性もある。特に、

集団的分析との関係では、数値のみならず、

日常の職場管理で得られた情報も踏まえた

職場環境評価が必要といえよう。 

 

17．4．2 面接指導の実施状況 

 厚生労働省が 2017（平成 29）年 7 月 26

日に公表した「ストレスチェック制度の実

施状況（概要）」によれば、ストレスチェ

ックを実施した事業場のうち、医師による

面接指導を実施した事業所の割合は 32.7％

であるが、中小企業において実施率が低い。

また、ストレスチェックを受検した労働者

のうち、医師による面接指導を受けた労働

者は 0.6％である 305。 

 

事

業

場

規

模 

50 ～

99 人 

100 ～

299 人 

300 ～

999 人 

1000

人 以

上 

計 

割

合 

22.6% 36.9 % 61.0% 85.0% 32.7% 

 

なお、2017（平成 29）年度の労働安全衛

生調査（事業所調査）によれば、ストレス

チェックを実施した事業所のうち、面談を

実施した事業所の割合は 47.0％［2016（平

成 28）年調査 33.6%］とされている。また、

面接指導の実施者又は実施機関をみると、

産業医が 67.0%と最も高く、産業医以外の

医師が 13.2％、健康診断機関が 11.9％、そ

の他事業所内の保健師・看護師が 6.6％、

地域産業保健センターが 3.4％となってい

る。 

 

17．4．3 高ストレス者の状況 

 面接指導を受ける者が割合が少ないとい

う上記結果は、他の実証研究においても裏
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付けられている。ストレスチェック制度が

導入される前から、定期健康診断に併せて

ストレスチェックをするサービスを提供す

るなどしてきた公益社団法人全国労働衛生

団体連合会（全衛連）のメンタルヘルス専

門委員会が 2020（令和 2）年に全衛連会員

機関が提供したストレスチェックサービス

について調査した結果をまとめた「令和 2

年全衛連ストレスチェックサービス実施結

果報告書」（2021（令和 3）年 8月）306によ

れば、受検者 1,323,756 人のうち 181,093 

人（13.7%）が高ストレス者と判定されてお

り 307、医師面接対象者とした割合はストレ

スチェック受検者全体の 12.1％であったが、

実際に医師面接を実施したのは対象者の

1.8％であったとある。 

また、ニッセイ基礎研究所が実施したイ

ンターネット調査の「2018 年度 被用者の

働き方と健康に関する調査」（2019（平成

31）年 3月実施、サンプル数 5,309）308によ

れば、職場でストレスチェックを受けた

2,572人のうち、受検者全体の 10.0％が「高

ストレスと評価され、専門家等との面談を

勧められた」、12.1％が「高ストレスと評

価されたが、面談等は勧められていない」、

62.8％が「中または低ストレスと評価され

た」、15.1％が「覚えていない」と回答し

たとある。「高ストレスと評価され、専門

家との面談を勧められた」258 人のうち、

結果を受けて「何も行わなかった」割合は

61.6％であり、残りの 38.4％は、複数回答

で「職場で指定された専門家等と面談を行

った」（24.0％）、「自分で病院やカウン

セリングに行った」（15.5％）である。ま

た、「何も行わなかった」者について、そ

の最大の理由は、「それほど深刻ではない

と思った」（30.2％）が最も多く、次いで

「時間がなかった」（23.9％）、「どう対

処していいかわからなかった」（15.7％）

などが選ばれている。また、自由記載では、

「どうせ何も変わらない」、「職場にばれ

る・不利益を被る」がみられたとある。 

 同様に、厚生労働省厚生労働科学研究費

補助金（労働安全衛生総合研究事業）「ス

トレスチェック制度による労働者のメンタ

ルヘルス不調の予防と職場環境改善効果に

関する研究 平成 29年度総括・分担研究報

告書」（主任：川上憲人）（2018（平成 30）

年 3 月）の労働者調査では、高ストレスだ

ったが医師面接を受けなかった者（141人）

にその理由を尋ねているが、「面接指導が

どのように役立つのかが分からなかった」

（36%）、「面接指導の必要性を感じなかっ

た」（29%）、「時間がなかった」（20%）

が多いとある。もとより面接指導を受ける

ことは労働者の義務ではないが、同報告書

にもあるように、医師面接の内容や有用性

に関する情報を提供し、医師面接の申し出

を増やすこと、また事業場として従業員の

医師面接のための時間の確保を行うなどし

て、医師面接の実施率を改善していくこと

が求められる。 

 

17．4．4 定期監督における法違反状況 

 「平成 31年・令和元年労働基準監督年報」

によれば定期監督におけるストレスチェッ

ク実施等義務違反の件数は 173 件であるの

に対し、「令和 2 年労働基準監督年報」で

は 95件である。 
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17．5 関係判例 

17．5．1 メンタルヘルス対策の実施 

 NHK サービスセンター事件・横浜地判令

和 3・11・30 労経速 2477 号 18 頁は、コー

ルセンター業務に従事していた原告労働者

がカスタマーハラスメント（わいせつ発言、

暴言・不当な要求）により精神的苦痛を受

けたとして、被告会社に対し安全配慮義務

違反を理由とする慰謝料請求がなされた事

案である。裁判所は、被告会社はコミュニ

ケーターの心身の安全を確保するために、

ルールを策定してコミュニケーターに周知

し、コミュニケーターがわいせつ電話と判

断した場合には指示を待たずに直ちにスー

パーバイザーに転送したり、保留・ミュー

トとすることも可能とされていたことやコ

ールセンターの業務の性質上、電話の内容

を 1 度は聞かざるを得ないことなどを考慮

し、義務違反を否定した。また、被告会社

において、無料のフリーダイヤルで専門の

カウンセラーによるメンタルヘルス相談、

提携カウンセリング機関で面接による無料

のカウンセリングも受けられるようになっ

ていること、毎年ストレスチェックを実施

しており、検査の結果高ストレスと判定さ

れ、産業医の面接指導が必要と判断された

場合には、希望により面接指導を受けるこ

とができるようになっていることも考慮さ

れている。 

 同判決は、安全配慮義務違反を否定する

結論を導くにあたり、ストレスチェックが

実施されていることを考慮したものである。

もっとも、同判決においては、コミュニケ

ーターの心身の安全を確保するための業務

上の対応策についてルールを策定し、それ

が実施されていたことやメンタルヘルス相

談やカウンセリングが行われていたことも

併せて考慮されていることからすれば、法

定のストレスチェック制度が実施されてい

たことのみをもって安全配慮義務違反が免

責されるとまでは言いきれない。ストレス

チェック制度が適切に運用されていたこと

は、使用者が安全配慮義務を履行していた

ことを基礎づける一事情となりうるが、そ

れのみで十分であったといえるかは具体的

事案によって異なりうると解される。なお、

ストレスチェック制度が導入される以前の

裁判例ではあるが、音更町農業協同組合事

件・釧路地帯広支判平成 21・2・2労判 990

号 196 頁では、昇格に伴う業務量の増大や

人間関係及び課長からの叱責等による心理

的負荷の蓄積により、農協職員がうつ病罹

患後に自殺したという事案の下で、農協の

損害賠償責任が肯定されている。農協側は

カウンセリングを実施してきたことを理由

に安全配慮義務違反はないと主張したが、

カウンセリングは希望者のみを対象とする

ものであり、平成 15 年 10 月から当該農協

職員の自殺に至るまでカウンセリングが 1

回も開催されていないことや業務負担を軽

減する措置を十分に講じていないこと等か

ら、かかる主張が排斥されている。 

17．5．2 高ストレス者に対する対応 

 損害賠償等請求事件・東京地判令和 3・6・

17D1Law29065314 は、不安障害による休職

から復職した X に対し、通勤に約 2 時間を

要する営業所への出勤日や同営業所での業

務等を命じることが安全配慮義務違反に当

たるとして争われた事案である。同事件に

おいては、ストレスチェック制度の下で X

が高ストレスと判定されていることや X が

同営業所での業務日や業務を命じられた日
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に体調不良を訴えていることや救急搬送さ

れたりしていることが認められており、Y

社の対応には不適切な面があったとされて

はいるものの、復帰に際して作成された診

断書には就労制限についての記載がなく、

救急搬送されたときを含めて、診断書等の

提出がなかったことから、X が医師作成の

意見書・診断書を提出するまでの間におい

ては、上記業務等命令により体調不良とな

ることについて、医学的な裏付けを伴わな

いものと捉えられたとしてもやむを得ない

とされ、安全配慮義務違反には当たらない

と判断された。同判決からは、ストレスチ

ェック制度における高ストレス判定から、

安全配慮義務の内容として、具体的な就業

上の措置をとることが直ちに義務付けられ

るものではないこと、使用者に具体的な措

置の実施義務を課すにあたっては、医学的

知見が重要であることが示唆される。 

本条制定前の判例ではあるが、三洋電機

サービス事件・東京高判平成 14・7・23 労

判 852号 73頁でもまた、医学的見地に基づ

く情報収集の重要性が指摘されている。業

務上の心理的負荷が重なった労働者が自殺

した同事件において、東京高裁は、亡労働

者の精神状態が病的な状態にあり、医師の

適切な措置を必要とする状況であったこと

は上司も認識可能であったとし、その上で、

亡労働者が医師の診断書を提出して休養を

申し出たときには、「心理的負荷のため精

神面での健康が損なわれていないかどうか

を把握し、適切な措置をとるべき注意義務」

に従って、亡労働者の心身の状況について

医学的見地に立った正確な知識や情報を収

集し、休養の要否について慎重な対応をす

ることが要請されていたと判断し、義務違

反を肯定している。 

これに加え、音更町農業協同組合事件・

釧路地帯広支判平成 21・2・2 労判 990 号

196 頁でも、脳神経外科において異状なし

との診断を受けたことを認めつつ、課長が

亡農協職員の長時間労働のほか、心理的・

肉体的変調を窺わせるような事情を複数把

握していたこと、亡職員の仕事ぶりや言動

を注意深く観察していれば、単純な仕事も

こなすことができないような精神状態に陥

っていたことなどを把握することは十分に

可能であったこと、身体面に特段の問題が

ないという受診結果の報告を鵜呑みにし、

精神的疾患の可能性を疑わなかった農協側

の落ち度は否定できないとして、安全配慮

義務違反を肯定している。このように、何

を予見し、どのような対応をとるべきかは

具体的事案及びその評価によって異なりう

るが、長時間労働などの事情がある場合に

は、損害賠償責任が認められやすくなるこ

とが示唆されうる。 
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18 第 67条 

18．1 条文 

 

18．2 趣旨及び内容 

18．2．1 趣旨 

本条は、離職後の労働者について、その

従事した業務に起因して発生する遅発性疾

病で、がんその他の重度の健康障害を引き

起こすものの早期発見のために、そのよう

な疾病に係る業務に従事して離職した一定

の労働者に対し、政府が健康管理手帳を交

付し、政府の費用負担で、定期的に健康診

断などの措置を行ってその健康管理の万全

を期することとして定められたものである

（昭和 47・9・18発基第 91号）。 

ベンジジンやベータ-ナフチルアミンな

どによる職業性膀胱がんは潜伏期間が 20～

30年と極めて長い。これらの物質について

は既に製造禁止の対象となっているが（安

衛法第 55条）、既にこうした物質に接触す

る業務に従事した労働者の健康管理対策に

ついては、早期発見・早期治療が唯一の措

置ということになる。そのため、関係業務

に従事した労働者については、その業務を

離れた後も長期にわたって健康管理を行う

必要がある。在職中の労働者は、配置転換

などにより有害業務を離れた後も、事業者

に作業転換後健診の実施が義務付けられて

いるが（安衛法第 66条第 2項後段）、事業

者に離職後の健康診断を義務付けたとして

も、関係事業者に零細のものが多いことや

退職者がその事業所との接触を嫌うという

理由で実効性が不十分となるおそれがある。

本条は以上のような理由から、遅発性の疾

病でかつ重篤な健康障害を引き起こすおそ

れのある所定の業務に従事していた労働者

を対象に、事業者ではなく政府がその費用

負担のもとに定期に健康診断を行うものと

したものである 309。なお、退職後、業務に

起因すると思われる疾病を発症した場合に、

健康管理手帳は労災の業務上認定に際して

の重要な資料となる。 

 

18．2．1 内容 

18．2．1 手帳交付 

下記の業務に一定期間従事した者で要件

を満たす者は、離職の際又は離職の後の申

請により、業務に従事した事業場の所在地

を管轄する都道府県労働局長（離職後に該

当する者は、その者の住所を管轄する都道

府県労働局長）から健康管理手帳（図表

18-1）の交付を受けることができる（本条

第第六六十十七七条条 都道府県労働局長は、が

んその他の重度の健康障害を生ずる

おそれのある業務で、政令で定めるも

のに従事していた者のうち、厚生労働

省令で定める要件に該当する者に対

し、離職の際に又は離職の後に、当該

業務に係る健康管理手帳を交付する

ものとする。ただし、現に当該業務に

係る健康管理手帳を所持している者

については、この限りでない。 

２ 政府は、健康管理手帳を所持して

いる者に対する健康診断に関し、厚生

労働省令で定めるところにより、必要

な措置を行なう。 

３ 健康管理手帳の交付を受けた者

は、当該健康管理手帳を他人に譲渡

し、又は貸与してはならない。 

４ 健康管理手帳の様式その他健康

管理手帳について必要な事項は、厚生

労働省令で定める。 
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第 1項、安衛則第 53条第 2項）。都道府県

労働局長が 

健康管理手帳の交付を受けた者は、当該

健康管理手帳を他人に譲渡し、又は貸与し

てはならない（本条第 3 項）。交付を受け

ると年 2 回、所定の健康診断を無料で受診

できる。 

健康管理手帳を交付する業務は労働安全

衛生法施行令第 23 条において列挙されて

いる。健康管理手帳交付対象業務について

は、1995 (平成 7)年 12 月 4 日付けで労働

省（当時）の検討会が取りまとめた「健康

管理手帳交付対象業務等検討結果報告」に

おいて、以下の①～③のいずれの要件も満

たす物質の取扱業務等を健康管理手帳の交

付対象とするべきであるとされている 310。 

① 当該物質等について、重度の健康障害

を引き起こすおそれがあるとして安全衛生

の立場から法令上の規制が加えられている

こと 

② 当該物質等の取扱い等による疾病（が

んその他の重度の健康障害）が業務に起因

する疾病として認められていること（労働

基準法施行規則別表第 1 の 2 第 7 号、同第

10号参照） 

③ 当該物質等の取扱い等による疾病（が

んその他の重度の健康障害）の発生リスク

が高く、今後も当該疾病の発生が予想され

ること（※近年の労災認定の事例数等勘案） 

したがって、健康管理手帳交付業務はい

ずれも、作業環境測定（安衛法第 65条）及

び特殊健診（安衛法第 66条第 2項）の対象

となっている。 

業務 要件 発症のお

それのあ

る 疾 病

（※１） 

ベンジジン及びその

塩を製造、取り扱う

業務（第 1 号（括弧

内は施行令第 23条の

号数。以下同じ。） 

当該業務

に 3 月以

上従事 

尿路系腫

瘍 

ベータ―ナフチルア

ミン及びその塩を製

造、取り扱う業務（第

2 号） 

ジアニシジン及びそ

の塩を製造、取り扱

う業務（第 12 号） 

1.2―ジクロロプロ

パンを取り扱う業務

（※1）（第 13 号） 

当該業務

に 2 年以

上従事 

胆管がん 

ビス（クロロメチル）

エーテルを製造、取

り扱う業務（第 7 号） 

当該業務

に 3 年以

上従事 

肺がん 

ベンゾトリクロリド

を製造、取り扱う業

務（※2）（第 9 号） 

クロム酸及び重クロ

ム酸並びにこれらの

園を製造、取り扱う

業務（※3）（第 4 号） 

当該業務

に 4 年以

上従事 

肺がん 

上気道が

ん 

塩化ビニルを重合す

る業務又は密閉され

ていない遠心分離機

を用いてポリ塩化ビ

ニルの懸濁液から水

を分離する業務（第

10 号） 

無機砒素化合物（ア

ルシン及び砒化ガリ

当該業務

に 5 年以

肺がん、 

皮膚がん 
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ウムを除く）を製造

する工程において焙

焼若しくは精製を行

い、又は砒素をその

重量の 3％を超えて

含有する鉱石をポッ

ト法若しくはグリナ

ワルド法により精錬

する業務（第 5 号） 

上従事  

コークス又は製鉄用

発生炉ガスを製造す

る業務（※4）（第 6

号） 

肺がん 

オルト-トルイジン

及び含有製剤その他

の物を製造、取り扱

う業務（第 14 号） 

膀胱がん 

石綿等の製造又は取

扱いに伴い石綿の粉

じんを発散する場所

における業務（第 11

号） 

※6 肺がん、 

じん肺 

ベリリウム及びその

化合物を製造、取り

扱う業務（※5）（第

8 号） 

両肺野に

ベリリウ

ムによる

び慢性の

結節性陰

影がある 

肺がん 

粉じん作業に係る業

務（第 3 号） 

じん肺管

理区分が

管理 2 又

は管理 3

である 

肺がん、

じん肺 

※1 屋内作業場やタンク、船倉、坑の内部な

ど通風の悪い場所で印刷機、その他の設備の

清掃業務に限る。 

※2 太陽光線により塩素化反応をさせるこ

とによりベンゾトリクロリドを製造する事業

場における業務に限る。 

※3 クロム酸等を鉱石から製造する事業場

以外の事業場における業務を除く。 

※4 コークス炉上において若しくはコーク

ス炉に接して又はガス発生炉上において行う

業務に限る。 

※5 ベリリウム等のうち紛状の物以外の物

を取り扱う業務を除く。 

※6 次のいずれかに該当すること。 

① 両肺野に石綿による不整形陰影があり、

又は石綿による胸膜肥厚があること。 

② 石綿等の製造作業、石綿等が使用されて

いる保温材、耐火被覆材等の張付け、補修若

しくは除去の作業、石綿等の吹付けの作業又

は石綿等が吹き付けられた建築物、工作物等

の解体、破砕等の作業（吹き付けられた石綿

等の除去の作業を含む。）に 1 年以上従事し

た経験を有し、かつ、初めて石綿等の粉じん

にばく露した日から 10 年以上を経過してい

ること。 

③ ②の作業以外の石綿等を取り扱う作業に

10 年以上従事した経験を有していること。 

※7 「職業病リスト」（労基法施行規則別表

第 1 の 2）を参照して記載した。 

 

なお、2022（令和 4）年度第 1 回労働安

全衛生法における特殊健康診断等に関する

検討会においては、尿路系腫瘍（膀胱がん）

を引き起こす可能性のある 3・3’-ジクロ

ロ-4・4’-ジアミノジフェニルメタン（MOCA）

について、交付対象業務への追加が議題と

され、持ち回り審議の末、参集者の了承が

得られたとされている 311。対象業務として

は、特殊健診対象業務と同様に「3・3’-
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ジクロロ-4・4’-ジアミノジフェニルメタ

ン（これをその重量の 1 パーセントを超え

て含有する製剤その他の物を含む。）を製造

し、又は取り扱う業務」とすること、交付

要件となる従事期間は、労災認定事例にお

ける従事期間が最短 2 年 6 か月であること

等に鑑み、予防・早期治療の有効性を高め

るため、2 年以上とすることが適当との提

案がされている 312。 

 

18．2．２ 健康診断の勧告 

都道府県労働局長は、手帳を交付すると

きは、当該手帳の交付を受ける者に対し、

厚生労働大臣が定める健康診断を受けるこ

とを勧告するものとする（安衛則第 55条）。

また、都道府県労働局長は、前条の勧告を

するときは、手帳の交付を受ける者に対し、

その者が受ける健康診断の回数、健康診断

を行う医療機関の名称、所在地及び医療機

関における受診の方法その他当該健康診断

を受けることについて必要な事項を通知す

るものとする（同第 56 条、昭和 47・9・18

基発第 601号の 2）。 

 

18．3 沿革 

18．3．1 制度史 

 1972（昭和 47）年の安衛法制定に際して

は、ベンジジン、ベータ・ナフチルアミン

等による職業性膀胱がんは潜伏期間が 20～

30年と極めて長く、労働者が離職した後に

発病するケースが極めて多いことを踏まえ、

本条が設けられた 313。 

また、1977（昭和 52）年の安衛法改正時

には、本条に「離職の後」という文言が追

加された。この文言は、対象となる業務に

よっては、離職の際に交付要件を充たさな

かったものが、離職の後に要件を充たすよ

うになることがあり、こうした者にも継続

的な健康管理が必要となることから追加さ

れたものである（昭和 53・2・10 発基第 9

号）。 

 

18．3．2 背景となった災害等 

 ベンジジンは、染料などに使われていた

化学物質であるが、1960（昭和 35）年代頃

にこれが膀胱がんを引き起こすことが明ら

かとなり、1972（昭和 47）年安衛法により

製造等が禁止されている。 

ベンジジンに曝露したことによる尿路系

腫瘍の特徴としては、発病までの潜伏期間

が、最短で 1 年、最長で 45 年、平均で 18

年と長期間であること、統計上ベンジジン

への曝露期間と発病率の間に相関関係が認

められないことからして、短期間でも曝露

されたものは発病の可能性をもつことにな

ること、再発率がほぼ 50％近くにものぼり、

発病が 9回、10回という例も報告されてい

ることが挙げられる。以上はいわゆる和歌

山ベンジジン訴訟（山東化学工業所ほか・

和歌山労働基準監督署長事件・和歌山地判

昭和 61・5・14労判 476号 26頁）において

判示されたところである。同事件は、ベン

ジジン製造の就労に従事していた被災の労

働者・遺族 7 名が労働基準監督署長に労災

保険給付の支給を求めたところ、労働者災

害補償保険法施行前にベンジジンの製造業

務に従事していた労働者に、同法施行後膀

胱腫瘍等の疾病が発症した場合につき、同

法施行前の業務に基づく右疾病には同法の

適用がないとして、不支給処分とされたた

め、その取消を求めて訴えを提起したもの

である。最高裁（最判平成 5・2・16 民集
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47巻 2号 473頁）は、同法の施行後に疾病

の結果が生じた場合における災害補償につ

いては、その疾病が同法施行前の業務に起

因するものであっても、なお同法による災

害補償の対象としたものと解するのが相当

であるとし、不支給処分の取消を認めた。 

 

18．4 関係判例 

18．4．1 証拠としての機能 

 健康管理手帳は労災民訴請求や労災補償

請求（ないし不支給処分の取消訴訟）にお

いて重要な証拠機能を営む。すなわち、健

康管理手帳に記載される職歴の記載は、有

害物質のばく露と疾病の因果関係ないし業

務起因性の判断の際に参照される。損害賠

償請求事件 ・山口 地判 令和 4・ 2・

25D1Law28300866 は、造船所構内で、Y社の

下請関連企業に在籍して、新造船又は修繕

船の木艤装作業ないし修繕船での溶接工事

などに従事していた亡 G らはアスベスト粉

じんばく露の結果じん肺に罹患したなどと

して遺族らが損害賠償を請求した事案であ

る。同事案において、Y 社は、亡 G が Y 社

造船所以外でも粉じんばく露していること

を理由に因果関係を否定する主張をしてい

るが、その際、健康管理手帳に記載された

職歴欄が参照され、亡 G が、Y 社造船所に

おいて作業に従事する前も、石綿取扱業務

に従事し、石綿にばく露していたことが認

定されている。ただし、同事案においては、

結論として、アスベスト粉じん職場である

Y 社造船所での勤務期間が長期にわたるこ

と（昭和 39 年から平成 21 年）から因果関

係は肯定されている。 

 遺族補償給付不支給処分取消請求控訴事

件・大阪高判平成 28・1・28 判例時報 2304

号 110 頁は、石綿ばく露により肺がんを発

症したとして、労災保険法による遺族補償

給付の請求をしたところ、支給しない旨の

処分を受けたため、その処分の取消を求め

て訴えた訴訟の控訴審判決である。1 審は

請求を棄却したが、控訴審は、石綿ばく露

作業従事期間（10 年）を 2倍以上上回る 24

年以上の長期間にわたって、本件工場での

作業に従事し、この間、日常的に間接的な

石綿のばく露を受け続けていたこと、同一

の職種又は類似する職種に属し、あるいは

同種の作業に従事していたとされる者や、

亡 Aと同じ部署に在籍していた者、さらに、

直接石綿を取り扱っていたわけではない周

辺業務のみに従事していたとされる者を含

めて、同工場の敷地内で就労していた多く

の従業員らが石綿に起因する疾患を発症し、

健康管理手帳を交付されたり、労災認定を

受けるなどしていることを踏まえ、業務起

因性を肯定し、不支給処分を取り消してい

る。 

18．4．2 文書提出義務 

健康管理手帳が労災民訴において重要な

証拠となることは、原告労働者と同じ職場

で働く他の労働者の健康管理手帳に係る文

書を裁判所に提出する義務を被告会社が負

うか否かが争われた事例においても確認で

きる。ここでは、健康管理手帳に係る文書

内に、「技術又は職業の秘密」が含まれ、提

出を拒むことが許容されうるかが問題とな

る（民訴法 220 号 4 号ハ、同法 197 条 1 項

3号）。「技術又は職業の秘密」とは、その

事項が公開されると、当該技術の有する社

会的価値が下落しこれによる活動が困難に

なるもの、又は当該職業に深刻な影響を与

え以後その遂行が困難になるものをいう
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（最決平成 12・3・10 民集 54 巻３号 1073

頁）。そして、文書提出命令の対象文書に

職業の秘密に当たる情報が記載されていて

も、所持者が文書の提出を拒絶することが

できるのは、対象文書に記載された職業の

秘密が保護に値する秘密に当たる場合に限

られ、当該情報が保護に値する秘密である

かどうかは、その情報の内容、性質、その

情報が開示されることにより所持者に与え

る不利益の内容、程度等と、当該民事事件

の内容、性質、当該民事事件の証拠として

当該文書を必要とする程度等の諸事情を比

較衡量して決すべきものとされる（最決平

成 18・10・3 民集 60 巻 8 号 2647 頁、最決

平成 20・11・25 民集 62 巻 10 号 2507 頁参

照）。 

ニチアス（石綿ばく露・文書提出命令）

事件・大阪高判平成 25・6・19労判 1077号

5 頁では、石綿健康管理手帳の交付を受け

た者に関する石綿健康管理手帳交付申請書

の写し（及び同申請書に添付された職歴証

明書の写し）等について、同申請書に手帳

の種類、申請者の氏名、性別、生年月日、

住所、電話番号、本籍地等が記載されるこ

と、労働者がみだりに開示されることを望

まないものであることを認める一方、①記

載内容次第では、本件工場において、どの

時期にどの場所で石綿が飛散していたか、Y

社が石綿を含む製品等の製造工程をどのよ

うに管理していたかを基礎づける事実認定

の証拠資料となりうるから、本案事件の証

拠として取り調べる必要性のある客観性の

高い証拠であること、②法令に基づいて作

成された文書であること、③石綿製造は禁

止されており（安衛法 55 条、同法施行令

16条 4号）、同文書が提出されることによ

り、元従業員及び現従業員が健康診断の受

診や情報提供を拒否し、労働安全衛生等の

人事労務管理が著しく困難になるおそれが

あるとはいえないことなどから、保護に値

する「職業の秘密」には当たらないと判断

されている。 

 

18．5 適用の実際 

18．5．1 交付数 

 健康管理手帳の交付対象とされる業務は 

14 業務であり、2021 （令和 3）年末にお

ける累積交付数の合計は約 7万件である 314。  

 

18．5．2 取得の経緯 

健康管理手帳の適用の実際を示す研究と

して、高松大学の研究チームが 1997 年～

2005年にかけてアスベスト健康管理手帳を

取得した患者（78人）を対象に取得経緯等

について尋ねたアンケート調査がある（回

答：61人）315。やや古いデータであり、ま

た、調査対象も限られてはいるが、同調査

によれば、手帳制度を知らなかった 38人の

取得の経緯としては、（元）同僚から情報を

入手したという割合がもっとも高い（20人）。

それ以外の入手先としては、医療機関が 5

人（2005年以前に取得した者）が、新聞・

ラジオが 6 人、事業所の担当者が 4 人、知

人・家族が 3人（いずれも 2005年に取得し

た者）である。2005年のクボタショックを

契機として手帳の取得が進んでいることが

うかがわれる。また、同調査においては、

制度を知っていたにも関わらず、取得手続

を放置した理由として、手続きが面倒くさ

いと指摘したのが 12人、請求方法・意義が

不明と回答したのが７人である。さらに、

具体的な管理手帳取得手続に関して難しい
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と答えた割合が 65.4％であり、アスベスト

の危険性を教えられた患者は 10％程度と少

数であることも示されている。 

 

18．6 関連規定 

 都道府県労働局長が発行する健康管理手

帳には、本条に基づくものの他、労災保険

給付の一種であるアフターケアを受けるた

めに必要となる健康管理手帳もある。厚生

労働省労働基準局長は、「アフターケア制

度実施要領」や「傷病別アフターケア実施

要綱」を定め（平成 19・4・23基発第 0423002

号）、これに基づきせき髄損傷、頭頸部外

傷症候群等 20種類の傷病について、労災病

院等（労保法施行規則 11条）においてアフ

ターケアを行っている。アフターケアを受

けるにあたり、対象者はその都度、実施医

療機関に健康管理手帳を提示することが求

められている。なお、不支給決定等取消訴

訟 事 件 ・ 東 京 地 判 平 成 30 ・ 4 ・

18D1Law29048525 では、アフターケア対象

者が健康管理手帳を医療機関において提示

しなかったとして、アフターケア通院費の

不支給処分は違法とはいえないと判断され

ている。 

 

19 第 68条 

19．1 条文 

 

 

19．2 趣旨及び内容 

19．2．1 趣旨 

本条は、伝染病の疾病その他の一定の疾

病にかかった労働者について、その就業を

禁止しなければならないことを事業者の義

務として定めたものである。病者の就業禁

止については、工場法時代から存在するが、

その目的は、本人を保護すると共に、工場

内での感染を防止する上、公衆衛生の観点

から社会を保護することにあるとされてい

た 316。本条についても、病者本人自身の健

康状態の悪化の防止だけでなく、他の労働

者の健康障害や悪影響を排する趣旨がある

といえよう 317。 

本条違反に対しては、6 月以下の懲役又

は 50万円以下の罰金が科されうる（安衛法

第 119 条第 1 号）。本条所定の病者は就労

を拒否する権利を有し、就労拒否を理由と

する懲戒処分や解雇は無効となるが、これ

が長期に及ぶような場合には解雇の合理的

理由が基礎づけられうる（労契法第 16条）。

そもそも、本条所定の病者か否かに関わら

ず、病者に対し就業を強制することにより、

病勢が悪化した場合には、安全配慮義務な

いし注意義務違反が認められうる。ただし、

このとき、就業を禁止しなかったとしても、

事実上休業させているのであれば、上記義

務違反は生じないと解される。 

 

19．2．2 内容 

 本条に基づく就業禁止は、（a）一般的な

病者の就業禁止と、(b)鉛業務その他の特定

の業務への就業禁止とに大別される。なお、

就業の禁止は種々の条件を十分に考慮して

慎重に判断し、やむを得ない場合に限りこ

れを行うものであり、まず、その労働者の

第第六六十十八八条条 事業者は、伝染性の疾病

その他の疾病で、厚生労働省令で定め

るものにかかった労働者については、

厚生労働省令で定めるところにより、

その就業を禁止しなければならない。 
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疾病の種類、程度、これについての産業医

や専門医等の意見等を予め聴取し、これを

勘案して、できるだけ配置転換、作業時間

の短縮その他必要な措置を講ずることによ

り就業の機会を失なわせないようにするこ

とが求められる（安衛則第 61条第 2項、昭

和 47・9・18基発第 601号の 1）。 

(a)就業を禁止すべき一般的な病者につ

いては、更に次の二つの疾病のグループが

就業禁止の対象とされている。（安衛則第

61条第 1項）。 

第一に、①病毒伝播のおそれがある伝染

性の疾病にかかった者である。ここには、

病毒伝ぱのおそれのある結核、梅毒、淋疾、

トラコーマ、流行性角膜炎およびこれに準

ずる伝染性疾患等が含まれる。もっとも、

伝染予防の措置をした場合にはこの限りで

はないとされており、（イ）結核について

は、ツベルクリン皮内反応陽性者のみに接

する業務に就かせること、（ロ）伝染性皮

膚疾患については、罹患部位より、病毒が

他物に附着するおそれがない程度に繃帯等

をもつて十分に覆い、かつ、患者の手指を

消毒させること、（ハ）炎症盛んで分泌物

多量な伝染性眼疾患については、罹患眼を

眼帯等をもつて十分覆わせ、患者の手指を

消毒させ、かつ、患者用洗面用具を区別す

ることなどが伝染予防の措置に当たる（昭

和 47・9・18基発第 601号の 1）。 

第二に、②心臓、腎臓、肺等の疾病で労

働のため病勢が著しく増悪するおそれがあ

るものにかかった者である。すなわち、心

臓、腎臓、肺等の疾病にかかり、その病勢

増悪、例えば、体動により息切れ、浮腫、

チアノーゼ、高度の発熱、意識喪失等の病

症が容易に発現する程度の心、血管、腎、

肺及び気管支、肝の疾病にかかっているこ

とが明らかであるため労働することが不適

当であると認められた者がこれに当たる

（昭和 47・9・18基発第 601号の 1）。 

（b）特定の有害業務への就業が禁止され

る労働者は、下記表のとおりである。 

業務 労働者 根 拠

規定 

鉛業務 

（ 医 師

が 必 要

と 認 め

た期間） 

 

鉛中毒にかかつている労働者 

健康診断の結果、業務に従事す

ることが健康の保持のため適

当でないと医師が認めた労働

者 

鉛 則

第 57

条 

四 ア ル

キ ル 鉛

等業務 

四アルキル鉛中毒にかかつて

いる労働者 

健康診断の結果、業務に従事す

ることが健康の保持のため適

当でないと医師が認めた労働

者 

四 ア

ル キ

ル 則

第 26

条 

高 気 圧

業務 

（ 医 師

が 必 要

と 認 め

た期間） 

次の疾病にり患している労働

者 

一  減圧症その他高気圧によ

る障害又はその後遺症 

二  肺結核その他呼吸器の結

核又は急性上気道感染、じん

肺、肺気腫その他呼吸器系の疾

病 

三  貧血症、心臓弁膜症、冠状

動脈硬化症、高血圧症その他血

液又は循環器系の疾病 

四  精神神経症、アルコール中

毒、神経痛その他精神神経系の

疾病 

五  メニエル氏病又は中耳炎

その他耳管狭さくを伴う耳の

高 圧

則 第

41 条 
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疾病 

六  関節炎、リウマチスその他

運動器の疾病 

七  ぜんそく、肥満症、バセド

ー氏病その他アレルギー性、内

分泌系、物質代謝又は栄養の疾

病 

上記のうち、高気圧業務への就業禁止の

対象となる疾病は、高気圧業務への従事に

より、病勢が増悪したり、減圧症が発現し

やすかったり、あるいは、減圧症の合併に

よりその病勢が増悪することがある疾病で

ある 318。 

 

19．3 沿革 

19．3．1 制度史 

19．3．1．1 戦前 

1911（明治 44）年の工場法第 12 条にお

いては、病者又は産婦の就業を制限又は禁

止する規定を主務大臣が設けることができ

るとされていた。これに基づき 1916（大正

5）年に制定された工場法施行規則第 8条で

は、①精神病、②癩（らい）、肺結核、咽

頭結核、③丹毒、再帰熱、麻疹、流行性脳

脊髄膜炎その他これに準ずべき急性熱性病、

④徴毒、疥癬その他伝染性皮膚病、⑤膿漏

性結膜炎、トラホーム（著しく伝染の虞れ

あるもの）その他これに準ずべき伝染性眼

病に罹患した者を就業させてはならないと

定めていた。このうち、上記④、⑤につい

て、感染予防の措置を講じた場合は就業禁

止の対象外となる。感染予防の措置とは、

④について、繃帯で患部を完全に覆った場

合や、⑤について、医師の治療を受け、予

防措置を行った場合がこれに当たる。上記

①ないし⑤に加え、⑥肋膜炎、心臓病、脚

気、関節炎、腱鞘炎、急性泌尿生殖器病そ

の他の疾病に罹った者で、就業のために増

悪のおそれがある者、⑦伝染病又は重大疾

病に罹患し、その症状は消失したが健康回

復に至っていない者も就業禁止の対象とさ

れた。ただし、これらの疾病に罹った者に

ついては、医師の意見を踏まえた上で支障

がないと認められる業務に従事させること

は可能とされた。なお、地方長官は、必要

ありと認めたときは、工業主に対し罹病者

の就業の制限又は禁止を命じ得る旨規定さ

れていた（施行規則第 10条）。 

上記規則制定に際し、特に肺結核をその

対象に加えることについては、多数の失職

者が生じるおそれがある一方、これを対象

としなければ、「工業病は即肺結核なり」

という現状を改善しないことになり、「火

を薪に投ずるを黙過する」ことになるとし

て、中央衛生会が当局の諮問に対し賛成を

示したとされる 319。 

1942（昭和 17）年 2 月 10 日の工場法施

行規則改正（厚生省令第 7号）では、②「肺

結核、咽頭結核」とされていたのが「病毒

傳播ノ虞アル結核」に改正され、その代わ

り、⑦それ以外の結核が⑦の対象とされた

（工場法施行規則第 8条の 8）。 

 

19．3．1．2 労基法時代 

以上のような工場法時代の規定は一部就

業禁止の対象を限定しつつ、労基法におい

て引き継がれた。労基法第 51条第 1項は「使

用者は、伝染性の疾患、精神病又は労働の

ために病勢が悪化するおそれのある疾病に

かかった者については、就業を禁止しなけ

ればならない」と規定し、同条第 2項が「前

項の規定によって就業を禁止すべき疾病の
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種類及び程度は、命令で定める」と規定し

た。なお、就業禁止した場合には衛生管理

者はその旨を所轄労働基準監督署長に報告

しなければならないとされ、医師たる労働

基準監督官は、就業の禁止をなすべき疾病

にかかった疑いのある労働者の検診をする

ことができるとされた（労基法第 101 条第

2項）。 

制定当初の安衛則（昭和 22 年 10 月 31日

労働省令第 9 号）第 47 条では、①再帰熱、

麻疹、炭そ、鼻そその他これに準ずる伝染

病にかかっている者、②病毒伝播のおそれ

のある結核、梅毒、かいせんその他の伝染

性皮膚疾患、膿漏性結膜炎、著しく伝染の

おそれのあるトラホームその他これに準ず

る伝染性眼疾患にかかっている者又は伝染

病の病原体保有者、③精神分裂病、そうう

つ病、麻ひ性痴ほうその他の精神病の患者

であって就業することが不適当な者、④胸

膜炎、結核、心臓病、脚気、関節炎、けん

しょう炎、急性泌尿生殖器病その他の疾病

にかかっている者であって労働のために病

勢が著しく増悪するおそれのある者、⑤前

各号の他、中央労働基準審議会の議を経て

労働大臣の指定する疾病にかかっている者

を就業を禁止の対象として規定した。なお、

上記①、②、④、⑤につき、制定当初は「か

かった者」という表現が用いられていたが、

1949（昭和 24）年 11月 16 日労働省令第 30

号により、「かかっている者」に改正され

ている。 

 

16．3．1．3 安衛法時代 

1972（昭和 47）年制定の安衛法は、伝染

性疾病その他の疾病で厚生労働省令に定め

るものをその対象としており、現行法とほ

ぼ同様の規定ぶりとなっている。安衛則第

61条においては、①病毒伝播のおそれのあ

る伝染性の疾病にかかった者、②精神障害

のために、現に自身を傷つけ、又は他人に

害を及ぼすおそれのある者、③心臓、腎臓、

肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪

するおそれのあるものにかかった者、④前

各号に準ずる疾病で労働大臣が定めるもの

にかかった者が挙げられる。なお、①、④

に係る具体的な疾病の種類について、安衛

則の施行通達（昭和 47・9・18 基発第 601

号の 1）において示されていることは既述

のとおりである（19．2．2）。 

上記のうち、②については、精神保健及

び精神障害者福祉に関する法律(昭和 25 年

法律第 123 号)第 29 条にいう「入院させな

ければ精神障害のために自身を傷つけまた

は他人に害を及ぼすおそれがあると認めら

れた者」と同様な病状の者をいうものであ

るとされていたが（昭和 47・9・18 基発第

601 号の 1）、2000（平成 12）年の安衛則

改正により削除されている。同改正の背景

には、①自傷他害のおそれのある者につい

ては、精神保健及び精神障害者福祉に関す

る法律に基づき、都道府県知事が複数の精

神保健指定医の診察に基づき行う措置入院

により就業禁止と同等の措置が担保される

こと、②医療の専門家ではない事業者に自

傷他害のおそれについて客観的かつ公平な

判断をさせることは困難であり、対象者の

人権保護の観点からも診断の客観性及び公

平性の確保を図る必要性があるとされたこ

とがある（施行通達・平成 12・3・30 基発

第 207号）。 
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19．3．2 背景となった災害等 

 本条制定の背景には、工場法制定の背景

ともなった肺結核が第一に挙げられる。特

に、繊維業に従事する女工に肺結核の罹患

者が多いこと、またその原因が不衛生な労

働環境と深夜業にあることは、政府が 1900

（明治 33）年に大規模な全国的工場調査を

実施し、これを元に農商務省が 1903（明治

36）年にまとめた『職工事情』や医学士の

石原修が 1913（大正 2）年に公表した論文

『衛生学上より見たる女工の現状』におい

て示されていた。特に、石原論文において

は、工場在籍中の死亡者の過半数が結核性

疾患であること、疾病が治らないことを理

由に解雇された者の過半数が結核性疾患で

あること、帰郷者中の死亡者の死亡原因は、

肺結核 39％、肺結核が疑われる者 31.5％で

あることなどが明らかにされている。なお、

帰郷後死亡した者の多くは農業者として統

計上処理され、職工死亡統計に含まれない

ことに留意する必要があるとされる 320。 

 

19．4 関係判例 

 田中鉄工休職事件・神戸地判昭和 33・8・

13労民集 9巻 5号 791頁では、肺結核と診

断された電気溶接工に対する休職命令（就

業禁止）が無効とされている。その際、就

業禁止の対象となりうる肺結核について、

安衛則 47条 2号において、「病毒伝ぱのお

それある結核」、同 4 号に於て「結核にか

かつている者であつて労働のために病勢が

著しく増悪するおそれのある者」と規定さ

れていることからすると、単に労働者が肺

結核に罹患しているというだけでは之を原

因として当該労働者の意に反して就業の禁

止をなすことはできないとされている。ま

た、外見上次第に痩せてゆき疲労の様子が

見えるなどの身体的外観だけでは、こうし

た事情を医学的に基礎づけるのに十分では

ないところ、被申請会社は労働者（申請人）

の病状が休職及び就業禁止をなすべき場合

に該当することに付何等具体的にして確然

たる医師の専門的知識に基く判断等の根

拠・客観的資料を把握していないとして、

休職命令の無効が基礎づけられている。 

城東製鋼事件・大阪地判昭和 46・3・25

判時 645 号 96 頁は、定期健康診断により、

被告会社は原告労働者が肺結核に感染し、

治療又は精密検査を要することを知ってい

たにもかかわらず、労基法 51条に基づく就

業禁止等の措置をとらず、その結果として、

症状が増悪し外科手術を余儀なくされた等

としてなされた損害賠償請求が棄却された

事案である。判決は、被告会社は「原告に

医師の診療および精密検査を受けるよう指

示しているのであるから、その結果の報告

をまって現在の労働のために病勢が著しく

増悪するおそれがあるかどうか判断して対

応措置をとれば足りるものというべきであ

り、健康診断の結果から直ちに就業を禁止

し、あるいは制限することは就業の機会を

奪うことにもなり、このようなことまで右

法令が要求しているとは解されず、また右

法令は使用者の労働者に対する義務を直接

定めているとも解されない」と判示する。 

これらの判決の意義は、労働者の意に反

する就業禁止が認められるか否かは慎重に

判断する必要があること、就業禁止に先立

ち医師等の専門的知識に基づく判断を経る

ことが求められることを明らかにした点に

ある。 
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19．5 適用の実際 

監督実務の経験者によれば、本条はあま

り適用されていないとのことである。その

背景には、就業禁止の対象となる伝染病の

範囲が明確ではないこと、就業禁止期間は

賃金の保障が必ずしもないことなどがある。

通常は、主治医、産業、専門医等の意見を

踏まえ、自主的に療養させて健康保険の傷

病手当金を受給させることになる 321。 

 

19．6 関連規定 

19．6．1 感染症法に基づく就業制限 

 本条の関連規定としては、感染症の予防

及び感染症の患者に対する医療に関する法

律（以下「感染症法」という）第 18 条に基

づく就業制限の規定がある。感染症法に基

づく就業制限が行われる場合には、本条に

基づく就業制限の対象とはならない。 

感染症法において指定される一類感染症

の患者及び二類感染症、三類感染症又は新

型インフルエンザ等感染症、指定感染症、

新感染症の患者又は無症状病原体保有者又

はその保護者が、都道府県知事から通知を

受けた場合には、感染症を公衆にまん延さ

せるおそれがある業務に、そのおそれがな

くなるまでの期間従事することが禁止され

る（感染症法第 18 条第 2項、同法第 7条第

1項（準用）、同法第 53条第 1項（準用））。

この就業制限に違反した者は、50 万円以下

の罰金に処されうる（同法第 77条第 4号）。

なお、感染症法における感染症の分類及び

上記規定に基づき就業が禁止される業務及

び期間（感染症法施行規則第 11 条第 2 項、

同第 3 項）は図表 19－1、図表 19－2 のと

おりであり、全ての就業が制限されるわけ

ではなく、特定の業務への就業が禁止され

るに留まる。 

就業制限に至るまでのプロセスは下記の

とおりである。まず、医師が一類感染症の

患者及び二類感染症、三類感染症又は新型

インフルエンザ等感染症の患者又は無症状

病原体保有者等を診断した場合には、最寄

りの保健所長を通じて、保健所を設置する

市又は特別区（保健所設置市等）の長か都

道府県知事に対して、下記事項を届け出な

ければならない（感染症法第 12 条第 1 項、

感染症法施行規則第 4条第 1項、同第 2項）。 

① 当該者の職業及び住所 

② 当該者が成年に達していない場合に

あっては、その保護者（親権を行う者又は

後見人をいう。以下同じ。）の氏名及び住所

（保護者が法人であるときは、その名称及

び主たる事務所の所在地） 

③ 感染症の名称及び当該者の症状 

④ 診断方法 

⑤ 当該者の所在地 

⑥ 初診年月日及び診断年月日 

⑦ 病原体に感染したと推定される年月

日（感染症の患者にあっては、発病したと

推定される年月日を含む。） 

⑧ 病原体に感染した原因、感染経路、

病原体に感染した地域（以下「感染原因等」

という。）又はこれらとして推定されるもの 

⑨ 診断した医師の住所（病院又は診療

所で診療に従事している医師にあっては、

当該病院又は診療所の名称及び所在地）及

び氏名 

⑩ その他感染症のまん延の防止及び当

該者の医療のために必要と認める事項 

⑪ （新感染症の場合）新感染症と疑わ

れる所見 

届出を受けた保健所設置市等の長は厚生
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労働大臣及び都道府県知事に、届出を受け

た都道府県知事は厚生労働大臣に届出内容

を直ちに報告をすることが求められる（感

染症法第 12 条第 2 項、同第 4 項）。都道府

県知事は、就業制限通知をするに先立ち、

保健所に設置された感染症診査協議会（感

染症法第 24 条第 5項に基づき、委員は、感

染症指定医療機関の医師、感染症の患者の

医療に関する学識経験者、法律に関する学

識経験者並びに医療及び法律以外の学識経

験者から選任されるが、過半数は医師であ

る）に通知の必要性についての意見聴取を

行うことが求められるが、緊急の場合には

この限りではなく、事後報告で足りる（同

法 18条第 5項、同条第 6項）。 

都道府県知事は、上記患者又は保護者に

対し、下記事項の通知を行う（同条第 1項、

感染症法施行規則第 11条第 1項）。 

① 感染症の名称及び当該者の症状、診断

方法、初診年月日及び診断年月日 

② 就業制限及びその期間に関する事項 

③ 制限に違反した場合に、法第 77条第 4

号の規定により罰金に処される旨 

④ 就業制限対象者でないことの確認を求

めることができる旨 

⑤ その他必要と認める事項 

通知を受けた患者及び無症状病原体保有

者は上記のとおり就業制限の対象となるが

（感染症法第 18 条第 2 項）、就業制限の適

用を受けている者又はその保護者は、都道

府県知事に対し、就業制限の対象者でなく

なったことの確認を求めることができ、確

認の求めを受けた都道府県知事は、就業制

限の対象者でないかどうか、又は就業制限

期間を経過しているかどうかの確認をしな

ければならない（同条第 3 項、同第 4 項）。 

 

19．6．2 新型コロナウイルスの感染症法

上の位置づけ 

 2019（令和 2）年 3 月末から感染拡大し

た新型コロナウイルスについては、「新型コ

ロナウイルス感染症を指定感染症として定

める等の政令」（令和 2 年政令第 11 号）に

より、指 

定感染症に指定して対策が講じられ、指定

期限は 2020（令和 3）年１月 31日から１年

間延長されていたが、同年 2 月 3 日に公布

され、同月 13日に施行された「新型インフ

ルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正

する法律」（令和 3 年法律第 5 号）により、

期限の定めなく必要な対策を講じられるよ

う、「新型インフルエンザ等感染症」に「新

型コロナウイルス感染症」及び「再興型コ

ロナウイルス感染症」が追加されている（令

和 3・2・3健発 0203第 2号）。したがって、

新型コロナウイルスも都道府県知事による

就業制限の対象となる。ただし、医師は、

新型コロナウイルス感染症の疑似症の患者

について入院を要しないと認められる場合

は届出を要しないとされる（感染症法施行

規則第 3条）。 

なお、労働者が新型コロナウイルスに感

染し、都道府県知事が行う就業制限により

労働者が休業する場合、使用者の責に帰す

べき事由による休業に該当しないため、労

基法第 26 条に基づく休業手当の支払い義

務は生じない（厚生労働省ウェブサイト「新

型コロナウイルスに関する Q&A（企業の方

向け）」322問 2）。他方、新型コロナウイルス

への感染の疑いはあるが、職務の継続は可

能である者などについて、使用者の自主的

判断で休ませる場合には、「使用者の責に帰
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すべき事由による休業」に当てはまり、休

業手当の支払義務が生じることになる（厚

生労働省ウェブサイト「新型コロナウイル

スに関する Q&A（企業の方向け）」問 3・4）。

なお、企業内に病欠、病気休暇制度等があ

る場合には、同制度が活用されることも想

定されている。 

 

受動喫煙 

 

20．1 条文 

第六十八条の二 事業者は、室内又はこれ

に準ずる環境における労働者の受動喫煙

（健康増進法（平成十四年法律第百三号）

第二十八条第三号に規定する受動喫煙をい

う。第七十一条第一項において同じ。）を防

止するため、当該事業者及び事業場の実情

に応じ適切な措置を講ずるよう努めるもの

とする。 

 

20．2 趣旨・内容 

20．2．1 趣旨 

 本条は、たばこによる健康への影響に対

する社会的関心が高まるなか、受動喫煙が

肺がん、肺機能障害、呼吸器疾患等の健康

障害のリスクになるとの研究成果や非喫煙

者がたばこの煙により受けるストレスや不

快感等を踏まえ、事業者に対し、当該事業

者及び事業場の実情に応じた適切な措置を

講じることを努力義務として規定するもの

である。ここでいう「受動喫煙」とは「人

が他人の喫煙によりたばこから発生した煙

にさらされること」をいう（健康増進法第

28条第 3号）。 

本条は努力義務規定について定めるもの

であり、罰則の適用はない。他方、2018（平

成 30）年に改正された健康増進法第 6章で

は、施設の種類に応じて受動喫煙防止のた

めにとるべき措置を義務として規定してい

る。喫煙室の構造が技術的基準に適合しな

くなったときには、都道府県知事の勧告の

対象となり、勧告に従わない場合は企業名

公表や命令が、命令に違反した場合には過

料が課されうる（→20．6）。 

事業者が受動喫煙防止のための適切な措

置をとらなかったことにより、受動喫煙を

原因として健康障害が生じたと認められる

場合には、安全配慮義務等の違反に基づく

民事責任を問われうる。ただし、受動喫煙

と健康障害の因果関係の立証がしばしば困

難であることや受動喫煙対策に係る法整備

が社会的情勢の変化に応じて段階的に進め

られてきたことなどもあり（→20．3．1）、

これまでの裁判例において安全配慮義務違

反を認定した例はごくわずかである（→20．

5）。ただし、健康増進法に基づく規制が強

化されたことにより、同法に基づく措置を

怠っていた事業者については、安全配慮義

務違反が認められやすくなる可能性がある。 

 

20．2．2 内容 

20．2．2．1 概要 

本条に基づく適切な措置の具体的内容に

ついては、「職場における受動喫煙防止のた

めのガイドライン（以下、ガイドライン）」

（令和元・7・1 基発 0701 第 1 号）に規定

されている。同ガイドラインは 2018（平成

30）年改正健康増進法で施設の管理権原者

に対し義務付けられる事項及び本条に基づ

き事業者が実施すべき事項を一体的に示す

ことを目的とするものであり、事業者と管

理権原者が異なる場合、当該事業者は、健
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康増進法の規定が遵守されるよう、管理権

原者と連携を図る必要があるとされる。以

下もガイドラインに基づく記述である。 

 

20．2．2．2 組織的対策 

 ガイドラインでは、職場における受動喫

煙防止対策を効果的に進めていくにあたり、

組織的に実施することが重要であり、事業

者は衛生委員会、安全衛生委員会等（以下、

「衛生委員会等」）の場を通じて、労働者の

受動喫煙防止対策についての意識・意見を

十分に把握し、事業場の実情を把握した上

で、各々の事業場における適切な措置を決

定することを推奨する。また、当該事業場

に従事する労働者の意識や行動等のあり方

も重要であるため、労働者に対しても、事

業者が決定した措置や基本方針を理解しつ

つ、衛生委員会等の代表者を通じる等によ

り、必要な対策について積極的に意見を述

べることが望ましいとする。 

 また、受動喫煙対策を組織的に進めてい

くにあたっては、①推進計画の策定、②担

当部署の指定、③労働者の健康管理等、④

標識の設置・維持管理等、⑤意識の高揚及

び情報の収集・提供、⑥労働者の募集及び

求人の申込み時の受動喫煙防止対策の明示

等の取組を進めることが必要であるとされ

ている。具体的には、①受動喫煙防止対策

を推進するための計画（推進計画）を策定

し、推進計画においては、例えば、受動喫

煙防止対策に関し将来達成する目標と達成

時期、当該目標達成のために講じる措置や

活動等を定めること、②企業全体又は事業

場の規模等に応じ、受動喫煙防止対策の担

当部署やその担当者を指定し、受動喫煙防

止対策に係る相談対応等を実施させるとと

もに、各事業場における受動喫煙防止対策

の状況について定期的に把握、分析、評価

等を行い、問題がある職場について改善の

ための指導を行わせるなど、受動喫煙防止

対策全般についての事務を所掌させること、

③事業場における受動喫煙防止対策の状況

を衛生委員会等における調査審議事項とし

たり、産業医の職場巡視に当たり、受動喫

煙防止対策の実施状況に留意したりするこ

と、④施設内に喫煙することができる場所

を定めようとするときは、当該場所の出入

口及び施設の主たる出入口の見やすい箇所

に必要な事項を記載した標識（標識例につ

いては、「『健康増進法の一部を改正する法

律』の施行について」（平成 31年健発 0222

第 1 号）の別添 3 や「なくそう！望まない

受動喫煙」ホームページ参照）を掲示しな

ければならないこと（図表 20－1）、⑤事業

者は、労働者に対して、受動喫煙による健

康への影響、受動喫煙の防止のために講じ

た措置の内容、健康増進法の趣旨等に関す

る教育や相談対応を行うことで、受動喫煙

防止対策に対する意識の高揚を図ること、

また、受動喫煙防止対策の担当部署等は、

他の事業場の対策の事例、受動喫煙による

健康への影響等に関する調査研究等の情報

を収集し、これらの情報を衛生委員会等に

適宜提供すること、⑥労働者の募集及び求

人の申込みに当たっては、就業の場所にお

ける受動喫煙を防止するための措置に関す

る事項（敷地内又は屋内で全面禁煙か否か、

喫煙可能な場所を設けているか否か）を明

示することが挙げられている。 

 事業者はまた、妊娠している労働者や呼

吸器・循環器等に疾患を持つ労働者、がん

等の疾病を治療しながら就業する労働者、

－1730－



分担研究報告書（石﨑由希子） 

199 

 

化学物質に過敏な労働者など、受動喫煙に

よる健康への影響を一層受けやすい懸念が

ある者に対して、特に配慮を行うことが求

められている。 

 

20．2．2．3 喫煙可能な場所における作業

に関する措置 

 まず、未成年者の受動喫煙防止の観点か

ら、20歳未満か否かにより、求められる対

応が異なる。まず、事業者は、20 歳未満の

労働者を喫煙専用室等に立ち入らせて業務

（喫煙専用室等の清掃作業等も含まれる）

を行わせないようにすることが求められる。

また、20歳未満と思われる者が喫煙専用室

等に立ち入ろうとしている場合にあっては、

施設の管理権原者等に声掛けをすることや

年齢確認を行うことが求められる。また、

健康増進法において適用除外となっている

宿泊施設の客室（個室）や職員寮の個室、

特別養護老人ホーム・有料老人ホームなど

の入居施設の個室、業務車両内等について

も、同様である。 

 他方、20歳以上の労働者についても、望

まない受動喫煙を防止する趣旨から、事業

場の実情に応じ、勤務シフトや業務分担の

工夫、禁煙フロアと喫煙フロアの区分、喫

煙区域を通らないような動線等の設定、喫

煙専用室等の清掃に先立ち、換気によりた

ばこの煙の排出を行うことや室内のたばこ

の煙の濃度が高い場合における呼吸用保護

具の着用等、業務車両内での喫煙時に同乗

者の意向に配慮すること等の配慮が求めら

れる。 

 

20．2．2．4 各種施設における受動喫煙防

止対策 

 ガイドラインでは健康増進法において定

められる施設の区分に応じて事業者に求め

られる対応を示している。 

区分 定義 健康増

進法の

位置づ

け 

第一種

施設 

多数の者が利用する施設

のうち、学校、病院、児童

福祉施設その他の受動喫

煙により健康を損なうお

それが高い者が主として

利用する施設として健康

増進法施行令第 3 条及び

健康増進法施行規則第 12

条乃至第 14 条に規定する

もの並びに国及び地方公

共団体の行政機関の庁舎 

敷地内

原則禁

煙 

受動喫煙を防止するために必要な技

術的基準を満たす特定屋外喫煙場所

を除き、労働者に敷地内で喫煙させ

ないこと。 

第二種

施設 

多数の者が利用する施設

のうち、第一種施設及び喫

煙目的施設以外の施設（一

般の事務所や工場、飲食店

等も含まれる） 

原則屋

内禁煙 

ア．たばこの煙の流出を防止するた

めの技術的基準に適合した喫煙専用

室又は指定たばこ専用喫煙室（※2）

を除き、労働者に施設の屋内で喫煙

させないこと。 

イ．指定たばこ専用喫煙室を設ける

施設の営業について広告又は宣伝を
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するときは、指定たばこ専用喫煙室

の設置施設であることを明らかにし

なければならないこと 

ウ．受動喫煙を望まない者が指定た

ばこ専用喫煙室において業務や飲食

を避けることができるよう配慮する

こと 

喫煙目

的施設 

多数の者が利用する施設

のうち、その施設を利用す

る者に対して、喫煙をする

場所を提供することを主

たる目的とする施設であ

り、①公衆喫煙所、②喫煙

を主たる目的とするバー、

スナック等、③店内で喫煙

可能なたばこ販売店 

屋内の

一部又

は全部

に喫煙

目的室

の設置

可 

ア．喫煙目的室を設ける施設の営業

について広告又は宣伝をするとき

は、喫煙目的室の設置施設であるこ

とを明らかにしなければならないこ

と 

イ．受動喫煙を望まない者が、喫煙

目的室であって飲食等可能な室内に

おいて、業務や飲食を避けることが

できるよう配慮すること 

既存特

定飲食

提供施

設 

2020（令和 2）年 4 月 1 日

時点で営業している飲食

店で個人又は資本金 5,000

万円以下の会社が経営し

ており、客席面積が 100 平

方メートル以下であるこ

と 

喫煙可

能室の

設置可

（経過

措置） 

ア．喫煙可能室を設ける施設の営業

について広告又は宣伝をするとき

は、喫煙可能室の設置施設であるこ

とを明らかにしなければならないこ

と。 

イ 受動喫煙を望まない者が喫煙可

能室において業務や飲食を避けるこ

とができるよう配慮すること。また、

業務上であるか否かにかかわらず、

受動喫煙を望まない者を喫煙可能室

に同行させることのないよう、労働

者に周知すること 

ウ 既存特定飲食提供施設の飲食が

できる場所を全面禁煙として喫煙専

用室又は屋外喫煙所を設置する場合

には、技術的基準を満たす喫煙専用

室を設ける、又は、屋外喫煙所を設

けることが望ましいこと 

エ 事業者は健康増進法に基づき求

められる下記事項が実施されている

か管理権原者に確認すること。 

(ア) 既存特定飲食提供施設の要件

に該当することを証する書類を備え

ること。 

 (イ) 喫煙可能室設置施設の届出

を保健所に行うこと。 

※1 専用喫煙室喫煙専用室及び指定たばこ

専用喫煙室はいずれも、構造及び設備がその

室外の場所（第二種施設等の屋内又は内部の

場所に限る）へのたばこの煙の流出を防止す

るための技術的基準に適合した室であること

が求められるが、専ら喫煙をすることができ

る場所として定められた喫煙専用室では、室

内で飲食等を行うことは認められないのに対

し、加熱式たばこのみの喫煙が可能な指定た

ばこ専用喫煙室では、飲食等を行うことが認

められている。加熱式たばことは、専用の道

具を使って、たばこの葉やその加工品を電気

で加熱し、発生する煙（エアロゾル）を喫煙

するものである（図表 20-2）323。 

－1732－



分担研究報告書（石﨑由希子） 

201 

 

 

 なお、特定屋外喫煙場所、喫煙専用室又

は指定たばこ専用喫煙室、喫煙目的室、喫

煙可能室については、ガイドライン別紙 1

「健康増進法における技術的基準等の概

要」においてその設置のための要件が示さ

れている（図表 20-3）。また、別紙 2では、

「技術的基準を満たすための効果的な手法

等の例」が示されている。 

 

20．2．2．5 受動喫煙防止対策に対する支

援 

 受動喫煙防止対策に取り組む事業者に対

する財政的な支援制度としては、安衛法第

71条に基づく受動喫煙防止対策助成金があ

る。対象事業主は、中小企業事業主、かつ、

第二種施設を営む者であり、①入口におけ

る風速が毎秒 0.2m以上、②煙が室内から室

外に流出しないよう、壁、天井等によって

区画されていること、③煙を屋外又は外部

の場所に排気すること等の一定の要件を満

たす専用喫煙室、指定たばこ専用喫煙室の

既存特定飲食提供施設における設置・改修

に必要な経費の 3 分の 2 （主たる業種の産

業分類が飲食店以外は 2 分の 1）が 100 万

円を上限として支給される（2022（令和 4）

年 10月時点）324。 

 また、労働衛生コンサルタント等の専門

家が、現在の喫煙状況、事業の内容、建物

の構造といった職場環境に応じた適切な対

策が実施できるよう、無料で個別に相談・

助言を行うなど技術的支援も行われている

325。上記支援策については、ガイドライン

にも記載されている厚生労働省ウェブサイ

トのリンク先 326において紹介され、情報が

更新されている。 

 

20．3 沿革 

20．3．1 制度史 

20．3．1．1 指針・ガイドラインによる受

動喫煙防止対策 

職場における受動喫煙防止対策について

は、当初、快適職場形成の促進施策の一環

として推進されてきた 327。快適職場の形成

については、1992（平成 4）年の安衛法改

正により、事業者にその努力義務が課され

（安衛法第 71 条の 2）、労働大臣（厚生労

働大臣）は事業者が講ずべき快適な職場環

境の形成のための措置に関して指針を公表

するものとされ（同法第 71 条の 3）、国は

かかる措置の適切かつ有効な実施に資する

ため必要な援助に努めるものとされた（同

法第 71条の 4）。安衛法第 71条の 3に基づ

く指針の 1つとして出されたのが、「事業者

が講ずべき快適な職場環境の形成のための

措置に関する指針」（平成 4・7・1労働省告

示 59号）である。同指針では、その空気環

境の項において、「屋内作業場では、空気環

境における浮遊粉じんや臭気等について、

労働者が不快と感ずることのないよう維持

管理されるよう必要な措置を講ずることと

し、必要に応じ作業場内における喫煙場所

を指定する等の喫煙対策を講ずること。」が

明記された。厚生省はまた、1995（平成 7）

年 3月、「たばこ行動計画」をまとめ、その

中で、職場における分煙について、職場は

「特定の人々が社会的な必要から日常的に

かつ選択の余地なく相当程度の時間を過ご

す場所」であることから「職場の状況を踏

まえつつ非喫煙者に十分配慮した対策を積

極的に推進すべき」と指摘した。 

また、1996（平成 8）年 2月、労働省は、
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「職場における喫煙対策のためのガイドラ

イン」（平成 8・2・21基発第 75号）を公表

した。その中で、職場における労働者の健

康の確保や快適な職場環境の形成の促進の

観点から、受動喫煙を防止するための労働

衛生上の対策が求められていることを指摘

し、他方で、喫煙が個人のし好に強くかか

わるものとして喫煙に対し寛容な社会的認

識がなお一部に残る中にあって、職場にお

ける喫煙対策を推進するに当たっては、喫

煙者と非喫煙者が相互の立場を尊重するこ

とが重要であると指摘し、喫煙対策の方法

として、事業場全体を常に禁煙とする方法

（全面禁煙）、時間帯を定めて事業場全体を

禁煙とする方法（時間分煙）及び喫煙室で

のみ喫煙を認める又は喫煙対策機器等の設

置によってたばこの煙の拡散を制御し、受

動喫煙を防止する方法（空間分煙）の三つ

の方法があるが、喫煙者と非喫煙者の間で

合意を得やすい空間分煙を進めることが適

切であると指摘した。 

他方、厚生省は、同年 3月、「公共の場所

における分煙のあり方検討会報告書」を公

表し、その中で、公共の場所における分煙

の基本原則として、不特定多数の人が社会

的な必要のために利用する公共の場所では、

非喫煙者に対する受動喫煙の健康への影響

や不快感を排除又は減少することを目的と

して、分煙を進めることが必要であること

及び分煙対策を推進するに当たっては、受

動喫煙に対する基本認識やたばこをめぐる

現状等を踏まえ、非喫煙者と喫煙者のコン

センサスが得られるよう努めるなど社会生

活の調和の中で十分な配慮がなされる必要

があることを指摘した。 

この当時は、受動喫煙の健康への影響も

踏まえられているものの、もっぱら不快感

の減少等を目的として受動喫煙対策が進め

られており、喫煙者と非喫煙者の合意形成

に重点が置かれていることがうかがえる。 

 

20．3．1．2 健康増進法の制定とガイドラ

インの改正 

 たばこの煙の健康影響や分煙効果の基準

が明らかになるにつれて、受動喫煙対策は

より具体的なものへと進化していく。2000

（平成 12）年 4月から開始された「21世紀

における国民健康づくり運動（健康日本

21）」においては、①喫煙が及ぼす健康影響

についての十分な知識の普及、②未成年者

の喫煙をなくす、③公共の場及び職場での

分煙の徹底及び効果の高い分煙に関する知

識の普及、④禁煙支援プログラムの普及と

いう 4 つの目標が掲げられていたが、2002

（平成 14）年 6月には、厚生労働省内に設

置され、受動喫煙の健康への影響、公共の

場所の分煙の実施方法、分煙が効果的に実

施されているかの評価方法、今後の分煙対

策のあり方について検討した「分煙効果判

定基準策定検討会」の報告書がまとめられ

ている。同報告書では、受動喫煙防止の観

点からは、屋内に設置された喫煙場所の空

気は屋外に排気する方法を推進することが

最も有効であること、空気清浄機を使用す

る場合には、換気に配慮すべきこと、非喫

煙場所にたばこの煙やにおいが漏れないよ

うにするため、非喫煙場所から喫煙場所へ

一定の空気の流れ（0.2/s）を確保すべきこ

となどが示されている。 

 2002（平成 14）年 8月には健康増進法（平

成 14 年法律第 103 号）が制定され（2003

（平成 15）年 5 月 12 日施行）、同法 25 条
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は、多数の者が利用する施設を管理する者

に対し，受動喫煙を防止する措置をとる努

力義務を課し、これにより、国民の健康増

進の観点からの受動喫煙防止の取組を積極

的に推進することとした。同法施行に先立

ち出された通知「受動喫煙防止対策につい

て」（平成 15・4・30 健発第 430003 号）で

は、同法制定の背景として、流涙，鼻閉，

頭痛等の諸症状や呼吸抑制，心拍増加，血

管収縮等生理学的反応等、受動喫煙による

健康への悪影響に関する知見が示されてき

たこと，慢性影響として，肺がんや循環器

疾患等のリスクの上昇を示す疫学的研究が

あり，IARC（国際がん研究機関）は，証拠

の強さによる発がん性分類において，たば

こを，グループ 1（グループ 1 ないし 4 の

うち，グループ 1は最も強い分類。）と分類

していること、さらに，受動喫煙により非

喫煙妊婦であっても低出生体重児の出産の

発生率が上昇するという研究報告があるこ

となどが挙げられている。また、全面禁煙

は，受動喫煙防止対策として極めて有効で

あるが，施設の規模・構造，利用状況等は，

各施設により様々であるため，施設の態様

や利用者のニーズに応じた適切な受動喫煙

防止対策を進める必要があるとされ、公共

性等の当該施設の社会的な役割も十分に考

慮に入れて，分煙効果判定基準報告書など

を参考にしながら，喫煙場所から非喫煙場

所にたばこの煙が流れ出ないよう，適切な

受動喫煙防止措置の方法を採用する必要が

あること、完全禁煙を行っている場所では，

その旨を表示し，また，分煙を行っている

場所では，禁煙場所と喫煙場所の表示を明

確に行い，周知を図るとともに，来客者等

にその旨を知らせて理解と協力を求める等

の措置を取ることも受動喫煙防止対策とし

て効果的であることが示されている。 

 厚生労働省は、2003（平成 15）年 5 月 9

日、健康増進法において受動喫煙防止対策

を講ずる努力義務が規定されたこと、分煙

効果判定基準策定検討会において分煙効果

判定基準が提示されたこと，また，受動喫

煙による健康への悪影響については，流涙，

鼻閉，頭痛等の諸症状や呼吸抑制，心拍増

加，血管収縮等生理学的反応等に関する知

見等が得られており，より適切な受動喫煙

防止対策が必要とされていることを背景と

して，労働者の健康確保と快適な職場環境

の形成を図る観点から，一層の受動喫煙防

止対策の充実を図るため，従来のガイドラ

インを見直し、「職場における喫煙対策のた

めのガイドライン」（平成 15・5・9 基発第

0509001 号）を策定・公表した。新ガイド

ラインでは、喫煙室等の設置につき、非喫

煙場所にたばこの煙が漏れないような喫煙

室とすることを推奨するとともに、喫煙室

等に設置する「有効な喫煙対策機器」とし

ては、屋外に排出する方式を原則とし、や

むを得ない場合にのみ空気清浄装置等の設

置によることとし、その際は、喫煙室等の

換気に特段の配慮を行うこととした。また，

新ガイドラインでは，喫煙室等から非喫煙

場所へのたばこの煙やにおいの流入を防止

するため，喫煙室等と非喫煙場所との境界

において，喫煙室等に向かう風速を 0.2m/s

とするように必要な措置を講ずることを空

気環境の基準に追加した。 

 

20．3．1．3 条約締結と受動喫煙防止対策

の推進 

2003（平成 15）年 5 月 21 日，世界保健
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総会において，「たばこの規制に関する世界

保健機関枠組条約」が採択され，日本は，

2004（平成 16）年 3月 9日，これに署名し

た上，同年 5月 19日には国会で承認された。

同条約においては，たばこの煙にさらされ

ることからの保護（8 条）として，締約国

は，屋内の職場，公共の輸送機関，屋内の

公共の場所及び適当な場合には他の公共の

場所におけるたばこの煙にさらされること

からの保護を定める効果的な立法上，執行

上，行政上又は他の措置を国内法によって

決定された既存の国の権限の範囲内で採択

し及び実施し，並びに権限のある他の当局

による当該措置の採択及び実施を積極的に

促進することとされている。 

こうした中で、2005（平成 17）年 6月に

は、「『職場のための喫煙対策のためのガイ

ドライン』に基づく対策の推進について」

（平成 17・6・1基安発第 0601001号）との

通達が発出され、喫煙室の設置等喫煙場所

の確保等が困難な場合には、全面禁煙を勧

奨するよう指導すべきとされた。また、2009

（平成 21）年 3月から厚生労働省健康局に

おいて、「受動喫煙防止対策のあり方に関す

る検討会」が開催され、2010（平成 22）年

3 月に報告書がとりまとめられた。同報告

書では、まず、喫煙者から喫煙の自由や権

利が主張されることがあるが、喫煙者は、

その周囲の者が副流煙等にばく露している

ことや受動喫煙によりたばこの害やリスク

（他者危害）から守られるべきことを認識

すべきことを指摘し、今後の受動喫煙防止

対策の方向性として、多数の者が利用する

公共的な空間については、原則として全面

禁煙であるべきことを示す。他方、中小企

業が多数を占める飲食店や旅館等は、受動

喫煙防止措置と営業の両立が困難であるこ

とも踏まえ、社会情勢の変化に応じて暫定

的に喫煙可能区域を確保することもとり得

る方策の一つであるとする。なお、喫煙可

能区域を設定した場合、従業員についてみ

れば、「長時間かつ長期間にわたりたばこの

煙に曝露されることもあるため、従業員を

健康被害から守るための対応について検討

を深める必要がある」ことや「職場によっ

ては従業員本人の自由意思が表明しにくい

可能性もあることも踏まえ、職場において

可能な受動喫煙防止対策について検討して

いく必要がある」ことにも言及されている。 

2010（平成 22）年 2月には、上記報告書

に基づき、厚生労働省健康局長名で「受動

喫煙防止対策について」（平成 22・2・25健

発 0225 第 2 号）が発出され、2003（平成

15）年の通知が廃止されるとともに、今後

の受動喫煙防止対策の基本的な方向性とし

て、多数の者が利用する公共的な空間につ

いては、原則として全面禁煙であるべきで

あること、全面禁煙が極めて困難な場合等

においては、当面、施設の態様や利用者の

ニーズに応じた適切な受動喫煙防止対策を

進めることが示された。また、「職場におけ

る受動喫煙防止対策との連携と調和」につ

いても掲げられ、労働者のための受動喫煙

防止措置は、「職場における喫煙対策のため

のガイドライン」に即した対策が講じられ

ることが望ましいこと、健康増進法第 25条

に基づく施策の実施に当たっては、都道府

県労働局との連携を図ることなどが記載さ

れている。 

健康局における検討がなされたのとほぼ

同じ時期である 2009（平成 21）年 7月から

厚生労働省労働基準局安全衛生部「職場に
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おける受動喫煙防止対策に関する検討会」

が開催され、同年 5 月に報告書がまとめら

れている。同報告書ではまず、職場におけ

る受動喫煙防止対策が、今後、「快適職場形

成という観点ではなく、労働者の健康障害

防止という観点」から取り組まれることが

必要であることを指摘する。また、職場は

労働者が選択することが容易でなく、しか

も一定の時間拘束されること、事業者には、

安全配慮義務（労契法第 5 条）があること

を考慮に入れると、事業者の責任において

措置を講ずる必要があるとし、労働安全衛

生法において、労働者の健康障害防止に着

目した受動喫煙防止対策を規定することが

必要であるとしている。同報告書は、事業

者が講ずべき具体的措置として、①全面禁

煙又は（一定の条件を充たした）空間分煙

による対策を挙げる他、職場の労働者だけ

でなく顧客等も発生源となりうるところ、

顧客に対して禁煙とすることを事業者に一

律に求めることは困難であることなどを踏

まえ、顧客等の喫煙により、上記対策が困

難である場合には、②当該喫煙区域におけ

る換気等による有害物質濃度の低減、適当

な場合は保護具の着用等の措置により、可

能な限り労働者の受動喫煙の機会を低減さ

せること、措置の効果を判定するため、換

気量や何らかの濃度基準等の設定が必要で

あることを指摘している。また、③「その

他の対策」としては、受動喫煙にかかる責

任体制の整備や喫煙区域・禁煙区域の区域

分けの表示・周知が必要となること、事業

者及び労働者に対する教育も重要であるこ

とも示されている。その上で、上記①乃至

③の措置については、労働者の健康障害防

止という観点から事業者の努力義務ではな

く義務とすること、労働者もまた受動喫煙

防止対策の重要性を理解した上で、「当該措

置に関する事業者の指示に従うべきことは

言うまでもない」ことが明記されている。

上記に加え、情報提供を含めた技術的支援

や中小企業に対する財政的支援等、国によ

る援助のあり方についても言及されている。 

上記のうち、特に、受動喫煙防止措置に

係る責務のあり方については、第 2 回検討

会で議論がなされ、従業員は通常の国民以

上に保護の必要性があるところ、受動喫煙

対策が十分になされていない中で、努力義

務ということで対策が進むか疑念があると

の意見 328や受動喫煙そのものをゼロにする

ことについて責務とするのは難しく、努力

義務としないと現場では対応できないが、

受動喫煙を低減させること自体は責務と捉

えられうるとの意見 329が出され、第 3回検

討会で事業者の「義務」とすることにつき

了承が得られている 330。 

 

20．3．1．4 安全衛生分科会での議論と法

案提出 

安全衛生分科会では、飲食店・宿泊業関

係者や市民団体の代表、受動喫煙問題に取

り組む弁護士、医学・公衆衛生学の専門家

に対する公聴会の結果や「職場における受

動喫煙防止対策に関する検討会報告書」を

踏まえて議論が進められた。また、2010（平

成 22）年 11 月 12 日の分科会では、学校、

病院、官公庁施設等の第 1 種施設に禁煙の

ための措置を、飲食店、ホテル等の第 2 種

施設に禁煙又は分煙の措置を義務付ける

「神奈川県公共的施設における受動喫煙防

止条例」が同年 4 月に施行された神奈川県

の担当者からのヒアリングが行われている。
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同ヒアリングでは、当初は、すべての公共

的施設を禁煙にするという案でスタートし

たが、国による規制が努力義務に留まる中

で県内で規制を強化すると、県外へ顧客が

流出するなど経済的影響が懸念されるなど

の声が挙げられたことから、小規模飲食店

や宿泊施設等については、禁煙又は分煙の

措置が努力義務とされたこと、職場の受動

喫煙防止については、労働安全衛生法に基

づき国により対応がなされるべき事項とし

て、条例の対象から外されたことなどが確

認されている 331。 

以上の議論を経て、労働政策審議会建議

「今後の職場における安全衛生対策につい

て」（2010（平成 22）年 12 月 22日）では、

①一般の事務所、工場等については、全面

禁煙や空間分煙とすることを事業者の義務

とすることが適当とされ、②飲食店等の顧

客が喫煙できることをサービスに含めて提

供している場所についても、同様の措置を

とることが適当であるが、それが困難な場

合には、当分の間、換気等により可能な限

り労働者の受動喫煙の機会を低減させるこ

とを事業者の義務とすることが適当との提

言がなされた。また、罰則は当面つけず、

進捗状況を踏まえて対応すること、国は事

業場の取組を支援するため、デジタル粉じ

ん計の貸与、喫煙室の設置に係る問い合わ

せに対する労働衛生コンサルタント、作業

環境測定士等の専門家の派遣等の技術的支

援及び空間分煙に取り組む事業者に対して、

喫煙室設置に係る財政的支援を行うべきこ

とが提言されている。 

 上記建議に基づく「労働安全衛生法の一

部を改正する法律案要綱」について、2011

（平成 23）年 10月に諮問・答申が行われ、

同年 12 月 8 日、「労働安全衛生法の一部を

改正する法律案」が衆議院に提出された。

法律案の内容は、安衛法第 68条の 2におい

て、事業者に専用の喫煙室以外の所定の屋

内作業場において喫煙の禁止その他の措置

を講じることを義務付け、附則第 27条にお

いて、飲食業・宿泊業・娯楽業等の事業者

については、同規定の適用を除外し、その

一方で、労働者の受動喫煙の程度を低減さ

せるための措置として、たばこの煙の浮遊

粉じん濃度の基準や喫煙エリアの換気の基

準を守ることを義務付けるものであった。

しかし、同法案は、会期末により継続審議

となり、2012（平成 24）年 11 月、衆議院

の解散により廃案となっている。なお、こ

の間、2012（平成 24）年 4月には、当時与

党であった民主党が、事業者に受動喫煙防

止を義務付ける政府案の規定を努力義務に

修正する方向に向けた調整に入ったとの報

道がなされた 332。他方、同年 8月、公明党

は、民主党及び自民党が努力義務に修正案

をまとめたことに反対する声明を出すなど

しており 333、8 月に衆議院の厚生労働委員

会で趣旨説明はなされたものの、審議は行

われないままとなっていた 334。 

なお、上記建議を受けて、2011（平成 23）

年 10月には、受動喫煙対策にかかる費用の

一定割合を助成する「受動喫煙防止対策助

成金」等、事業者への支援事業が開始され

ている。また、2013（平成 25）年度からは、

対象事業主及び助成率を拡大している。 

 

20．3．1．5 法案廃案後の議論と改正法の

成立 

 2013（平成 25）年 7月 30日の第 74回労

働政策審議会安全衛生分科会では、労働者
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側委員から建議に則し、事業者の義務規定

を盛り込んだ法案の提出が求められるとの

意見が出されたのに対し 335、使用者側委員

からは、受動喫煙防止対策が広がることが

重要であって、義務化することが目的であ

るべきではない、義務化されると助成金が

受けられなくなり、かえって対策が広がら

ないことになるとの意見 336が出されている。

その後、同年 11 月 26 日の第 78 回分科会、

同年 12月 17日の第 79回分科会では、義務

化ではなく努力義務化とする方向性につい

て、公益委員から繰り返し疑義が示されて

いるが 337、使用者側委員からは、受動喫煙

対策を講じている事業所割合が増加してい

ることなども踏まえると、努力義務とする

ことで妥当であるとの意見も出されている

338。最終的に、第 80回分科会で了承が得ら

れた建議「今後の労働安全衛生対策につい

て」（2013（平成 25）年 12 月 24日）では、

「平成 22 年の建議に基づく労働安全衛生

法の一部を改正する法律案を踏まえつつ、

一部の事業場での取組が遅れている中で全

面禁煙や空間分煙を事業者の義務とした場

合、国が実施している現行の支援策がなく

なり、その結果かえって取組が進まなくな

るおそれがあるとの意見が出されたことに

も十分に留意し、また、建議後に受動喫煙

防止対策に取り組んでいる事業場が増加し

ていることも勘案し、法案の内容を検討す

ることが適当である」とされた。2014（平

成 26）年 1月 23日に諮問され、同年 2月 4

日に答申が行われた「労働安全衛生法の一

部を改正する法律案要綱」では、受動喫煙

を防止するため、屋内作業場その他の所定

の作業場について、喫煙室を除き、禁煙と

することその他の措置を講じることについ

て事業者に努力義務を課すこと、国が喫煙

室の設置の促進その他の必要な援助に努め

るものとすることが規定された。なお、事

業者による措置が努力義務とされたことか

ら、飲食店等を対象とする特例は設けられ

ていない 339。 

労働安全衛生法の一部を改正する法律案

については、同年 3月 10日に国会に提出さ

れ、同年 6 月 19 日に成立、同月 25 日に公

布されている。また、参議院の附帯決議

（2014（平成 26）年 4月 8日）及び衆議院

の附帯決議（2014（平成 26）年 6月 18日）

では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼすこ

とが「たばこの規制に関する世界保健機関

枠組条約」においても明示されていること

や 2020 年までに受動喫煙のない職場を実

現するとの政府目標を踏まえ、受動喫煙の

防止のための設備の設置を促進するための

援助に必要な予算措置を講じ、中小企業に

対する支援に努めることや改正法の施行状

況を見つつ、受動喫煙防止対策の在り方に

ついて検討することとされている。 

事業者が講ずべき具体的措置について、

法律案要綱では厚生労働省令で示すことが

予定されていたが、最終的には通達で示さ

れている（平成 27・5・15基発 0515第 1号）。

同通達では、事業者において、当該事業者

及び事業場の実情を把握・分析し、その結

果等を踏まえ、実施することが可能な労働

者の受動喫煙の防止のための措置のうち、

最も効果的なものを講ずるよう努めるもの

とすることが求められることや当該措置に

は、施設・設備面(ハード面)の対策だけで

なく、①担当部署の指定や②推進計画の策

定、③教育、指導の実施等、④周知、掲示

等のソフト面の対策が含まれることが示さ
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れている。また、同通達により、「職場にお

ける喫煙対策のためのガイドラインについ

て」（平成 15・5・9 基発第 0509001 号）は

廃止された。また、各事業場が効果的に受

動喫煙防止対策に取り組むために参考とな

ると考えられる事項については、「労働安全

衛生法の一部を改正する法律に基づく職場

の受動喫煙防止対策の実施について」（平成

27・5・15基安発 0515第 1号）において示

され、「『職場のための喫煙対策のためのガ

イドライン』に基づく対策の推進について」

（平成 17・6・1基安発第 0601001号）は廃

止された。 

 

20．3．1．6 健康増進法の改正とガイドラ

インの改正 

 「2020年東京オリンピック・パラリンピ

ック」が開催されることが決まると、幅広

い公共の場等における受動喫煙防止対策を

強化する必要があるとして、「2020 年東京

オリンピック・パラリンピック競技大会関

係府省庁連絡会議」の下に、「受動喫煙防止

対策強化検討チーム」（以下、検討チームと

いう）が設置された 340。背景には、「たばこ

のないオリンピック」を推進することにつ

いての IOC（国際オリンピック委員会）と

WHO との間の合意（2010（平成 22）年 7 月

21日）と合意後、日本を除く全てのオリン

ピック開催国・開催予定国が、受動喫煙防

止について罰則を伴う法規制を実施してき

たことがある。検討チームは、受動喫煙の

防止が平成 15 年に健康増進法の「努力義

務」とされてから 10年以上経過したが、飲

食店や職場等での受動喫煙は依然として多

く、「努力義務」としての取組みでは限界で

あるとの認識に基づき、①大学、老人福祉

施設、体育館､官公庁施設､バス､タクシー等

は屋内・車内禁煙（喫煙専用室設置不可）

とするが、②健康上の配慮を要する施設で

は敷地内禁煙とすること、③それ以外の場

所では原則屋内禁煙（喫煙専用室設置可）

とするが、一定規模以下のバー、スナック

等については喫煙禁止場所としないことを

提言した。一定規模以下のバー、スナック

等に関する例外は、公開ヒアリングにおけ

る業界団体における規制強化に対する反対

の声を踏まえたものである。 

2018（平成 30）年 7 月 18 日に改正され

た健康増進法第 6 章では、望まない受動喫

煙の防止を図るため、施設の区分に応じて

喫煙を禁止するとともに、施設管理の権原

を有する者が講ずべき措置を義務として規

定している（→20．6）。医療施設、教育機

関、行政機関は敷地内禁煙とし、それ以外

の場所では、原則屋内禁煙（喫煙専用室設

置可）とすること、小規模の特定の飲食店

については、経過措置として、「喫煙」、「分

煙」標識の掲示により喫煙可能とすること

とされた。同法改正にかかる衆議院の附帯

決議（2018（平成 30）年 6 月 15 日）にお

いては、喫煙可能な場所・空間において、

従業員の受動喫煙をできるだけ避けるよう

必要な措置を講ずること、参議院の附帯決

議（2018（平成 30）年 7 月 12 日）におい

ては、従業員が望まない受動喫煙に遭わな

いよう、労使でしっかり話し合い、必要な

措置が講ぜられるよう取り組むとともに、

管理権原者が 20 歳未満の者を喫煙可能な

場所・空間に立ち入らせることのないよう

実効的な措置を講ずることとされている。 

上記の附帯決議を踏まえ、健康増進法で

義務付けられている事項と、労働安全衛生

－1740－



分担研究報告書（石﨑由希子） 

209 

 

法の努力義務により事業者が実施すべき事

項を一体的に示すことを目的として、「職場

における受動喫煙防止のためのガイドライ

ン」（令和元・7・１基発 0701第 1号）が策

定され 341、平成 27・5・15 日基安発 0515

第 1 号は廃止されている。なお、健康増進

法の名宛人である施設の管理権原者等と安

衛法における事業者は一般的には一致する

が、一致しない場合については、事業者が

管理権原者と連携を図ってその実効性を担

保することが求められる。なお、未成年者

の立入禁止について、20歳未満の宿泊客が

居室に入るのを事業者が阻止するという趣

旨かについて質問がなされ、当該ガイドラ

インはあくまでも労働者を守るためのもの

であること、上記質問のケースでは「旅館

の仲居さんとか、ホテルの一般的な従業員

について」喫煙室、喫煙可能になっている

宿泊施設に入らないということを主眼とし

て書かれたものであることが安全衛生分科

会において確認されている 342。 

 

20．3．2 背景となった災害 

20．3．2．1 「受動喫煙防止対策のあり方

に関する検討会報告書」 

「受動喫煙防止対策のあり方に関する検討

会報告書」（2010（平成 22）年 3月）では、

「受動喫煙が死亡、疾病及び障害を引き起

こすことは科学的に明らか」であるとして、

国際機関や諸外国において報告されている

事項として、①受動喫煙は、ヒトに対して

発がん性がある化学物質や有害大気汚染物

質への曝露であること、②受動喫煙の煙中

には、ニコチンや一酸化炭素など様々な有

害化学物質が含まれており、特にヒトへの

発がん性がある化学物質であるベンゾピレ

ン、ニトロソアミン等も含まれていること、

③受動喫煙によって、血管内皮細胞の障害

や血栓形成促進の作用が認められ、冠状動

脈疾患の原因となること、④受動喫煙によ

って、急性の循環器への悪影響があること

を指摘するが、これらは、「職場における受

動喫煙防止対策に関する検討会報告書」

（2010（平成 22）年 5 月）でも引用され、

こうした健康影響を前提として検討を進め

るべきことが指摘されている。 

20．3．2．2 受動喫煙の発がん性に関する

評価 

IARC は 1986（昭和 61）年に喫煙習慣が

肺がんだけでなく、上部消化管、膵臓、下

部尿路系がんを引き起こす可能性があるこ

とにつき十分なエビデンスがあるとし、「た

ばこ煙（Tabaco Smoking）」をグループ 1（人

への発がん性あり）に分類していたが 343、

2002（平成 14）年には、再度「たばこ煙と

不 随 意 喫 煙 （ Tabaco Smoking and 

Involuntary Smoking）」について取り上げ、

肺や膵臓、尿路だけでなく、口腔、鼻腔・

下咽頭、喉頭、食道、胃、肝臓、腎臓（体

部および骨盤）、子宮頸部および骨髄のがん

を引き起こす可能性があるとした他、不随

意喫煙（すなわち受動喫煙（ passive 

smoking））についても、肺がんを引き起こ

す可能性があることについて十分なエビデ

ンスがあるとし、グループ 1（人への発が

ん性あり）に分類した 344。こうした動向や

飲食店従業員など数百万人の労働者がたば

こ煙にばく露されることが注目されるよう

になったことから、日本産業衛生学会は、

2010（平成 22）年 5 月、「タバコ煙」の職

場におけるばく露について、労働者の肺が

んリスクを増加させる十分な証拠があると
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して、「第 1群（ヒトに対して発がん性があ

る）」に位置づけている 345。 

 

20．3．2．2 国立がん研究センターの研究

成果等 

 また、2010（平成 22）年 10月 19日の第

44 回労働政策審議会安全衛生分科会では、

同年 9 月に公表された国立がん研究センタ

ーの研究成果として、家庭と職場それぞれ

の受動喫煙によって死亡する人数について、

約 6,800 人が受動喫煙によって毎年死亡し、

そのうち半数の約 3,600 人が職場での受動

喫煙に起因すると推計された事実が取り上

げられている 346。この推計は、受動喫煙と

の因果関係が確立された疾患である肺がん

及び虚血性心疾患の 2 つの疾病について、

それぞれの疾病により 1 年間に死亡した者

のうち、受動喫煙を原因とする者の人数を

人口寄与危険度割合を算出することによっ

て求めたものである。 

 なお、その後、国立がん研究センターで

は、2016（平成 28）年 8 月 31 日にプレス

リリース 347において、日本人の非喫煙者を

対象とした受動喫煙と肺がんとの関連につ

いて、複数の論文を統合、解析するメタア

ナリシス研究の結果、受動喫煙のある人は

ない人に比べて肺がんになるリスクが約

1.3 倍で、国際的なメタアナリシスの結果

と同様であることを公表している。なお、

同研究は、平成 27 年度厚生労働科学研究費

補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病

対策総合研究事業）「たばこ対策の健康影響

および経済影響の包括的評価に関する研

究」及び国立がん研究センター研究開発費

「科学的根拠に基づく発がん性・がん予防

効果の評価とがん予防ガイドライン提言に

関する研究」の助成を受けたものである。 

 また、国立がん研究センターでは、リー

フレット「喫煙と健康 望まない受動喫煙

を防止する取り組みはマナーからルール

へ」（2020（令和 2）年 4月）を公表してお

り 348、その中では、受動喫煙と肺がん、虚

血性心疾患、脳卒中や呼吸器への急性影響

との間の因果関係については、これを推定

するのに科学的根拠が十分であること、ま

た、鼻腔・副鼻腔がん、乳がん、慢性呼吸

器症状、喘息などと受動喫煙の関係につい

ては、科学的根拠は因果関係を示唆してい

るが十分ではないことが示されている。 

 

20．3．2．3 労働者の意識と事業者の取組

状況 

第 74 回労働政策審議会安全衛生分科会

（2013（平成 25）年 7月 30日）では、2011

（平成 23）年労働災害防止対策等重点調査

の結果として、34.1％の労働者が「全面禁

煙を積極的に行うべきである」、52.3％の労

働者が「空間分煙を行えば十分である」と

回答しており、8 割超が空間分煙以上の対

策を望んでいることが指摘されている 349。

また、第 75回労働政策審議会安全衛生分科

会（2013（平成 25）年 9 月 25 日）では、

2012（平成 24）年労働者健康状況調査（事

業所調査）の結果に基づく資料が示されて

いるが、同資料においては、全面禁煙に取

り組む事業所は 42％、空間分煙に取り組む

事業所は 19.4％（計 61.4％）であり、2007

（平成 19）年度の調査結果（全面禁煙：

18.4％、空間分煙：27.9％）や 2011（平成

23）年度の調査（全面禁煙：25.8％、空間

分煙：21.8％）と比べて改善傾向がみられ

る一方、小規模事業所では対策が遅れてい
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ることなどが確認できる（図表 20-4）。こ

うした傾向については、2013（平成 25）年

12月の建議「今後の労働安全衛生対策につ

いて」においても指摘されている。 

 

20．4 適用の実際 

20．4．1 事業所における取組状況 

2020（令和 2）年度の労働安全衛生調査

（事業所調査）によれば、事業所における

禁煙・分煙状況について、屋外を含めた敷

地内全体を全面禁煙にしている事業所の割

合は 30.0％であり、2018（平成 30）年調査

の 13.7％と比べて大幅に伸びている（図表

20-5）。また、「屋内を全面禁煙として、屋

外喫煙所を設置している」が 46.7％、「屋

内に喫煙専用室等を設置し、それ以外の屋

内の場所を禁煙にしている」が 18.8％であ

る。健康増進法における施設分類の種類別

にみると、第一種施設（学校・病院など受

動喫煙により健康を損なうおそれが高い者

が主として利用する施設）では「屋外を含

めた敷地内全体を全面禁煙にしている」が 

63.1％、第二種施設（第一種施設及び喫煙

目的施設以外の施設）では「屋内を全面禁

煙として、屋外喫煙所を設置している」が

49.2％とそれぞれ最も多くなっている。 

 また、敷地内全体を全面禁煙にしていな

い事業所について、受動喫煙を防止するた

めの取組を進めている事業所の割合は 

54.1％であり、このうち、取組内容（複数

回答）をみると、「受動喫煙を望まない者が

加熱式たばこ喫煙専用室での業務や飲食を

避けるよう配慮している」が 27.2％、「20

歳以上の労働者に対する措置」のうち「業

務用車両内での喫煙時における周知啓発」

が 27.0％、「20歳未満を喫煙可能な場所で

立入禁止としている」が 24.6％、「受動喫

煙防止対策に関する教育や相談対応の実

施」が 23.7％である。 

20．4．2 労働者の受動喫煙の状況 

2012（平成 24）年労働者健康状況調査（労

働者調査）の結果によれば、（受動喫煙）が

あるとする労働者の割合は、「ほとんど毎日

ある」が 23.2％であり、「ときどきある」

の 28.6％をあわせて 51.8％であった。これ

に対し、2021（令和 3）年度の労働安全衛

生調査（個人調査）によれば、職場で受動

喫煙がある労働者の割合は、「ほとんど毎日

ある」が 8.4％であり、「ときどきある」の

12.3％を合わせて 20.7％となっており、本

条制定当時と比べると大幅に減少している。

ただし、受動喫煙があると回答するものの

うち、「不快に感じること、体調が悪くなる

ことがある」と感じる者の割合は約 4 割を

占める（図表 20-6）。 

なお、2016（平成 28）年度の労働安全衛

生調査（個人調査）では、職場における受

動喫煙防止対策のうち、禁煙場所の設定と

して職場に望むことがある労働者の割合は 

62.5％［2015（平成 27）年調査 57.6％］

となっていた。具体的には、「事業所の内部

に空間的に隔離された喫煙場所（喫煙室）

を設け、それ以外の場所は禁煙にすること」

が 39.2％［同 36.0％］と最も多く、次い

で「屋外を含めた事業所敷地内全体を禁煙

にすること」が 26.2％［同 28.6％］とな

っている（単一回答）。 

 

20．5 関係判例 

20．5．1 安全配慮義務違反に基づく損害

賠償請求 

（α）名古屋市教員（志賀中学校等）事
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件・名古屋地判平成 10・2・23 判タ 982 号

174 頁（以下、α判決）は、市立中学校教

員 X が、勤務先中学校での禁煙措置が不十

分なために健康被害等を受けたとして、名

古屋市（Y）に対し安全配慮義務違反等によ

る損害賠償を求めた事案である。同判決は、

受動喫煙による健康リスクに関する研究成

果の公表や国際機関の勧告、日本において

も公共の場所での喫煙規制が進んでおり、

職場において分煙化が定着化しつつある状

況にあるとして、Y は、公務遂行のために

設置した施設等の管理又は公務の管理に当

たり、当該施設等の状況に応じ、一定の範

囲において受動喫煙の蔵する危険から職員

の生命及び健康を保護するよう配慮がなさ

れるべきであるとする。その際、受動喫煙

の身体に対する影響は曝露の時間及び量そ

の他諸種の条件の違いにより変動すること、

喫煙が、日本において個人の嗜好として長

きにわたり承認されてきたことも踏まえ、

「受動喫煙の蔵する危険に対して配慮すべ

き義務の具体的な程度、事項、態様として

は、当該施設の具体的状況に応じ、喫煙室

を設けるなど可能な限り分煙措置を執ると

ともに、原則として職員が執務のために常

時在室する部屋においては禁煙措置を執る

などし（これらの措置が庁舎の配置上の理

由等により困難な場合であっても、少なく

とも、執務室においては喫煙時間帯を決め

た上、これを逐次短縮する措置を執るべき

である。）、職場の環境として通常期待され

る程度の衛生上の配慮を尽くす」ことであ

るとされた。具体的判断においては、Y が

分煙措置を一定程度とっていること、X の

自覚症状はのどの痛み及び不快感、頭痛で

あり、Y のとった措置により、配慮義務を

尽くしていないとはいえないと判断された。 

（β）江戸川区（受動喫煙損害賠償請求）

事件・東京地判平成 16・7・12 労判 878 号

5 頁（以下、β判決）は、東京都江戸川区

（Y）の職員である Xが、受動喫煙下で咽頭

炎等の健康被害が生じたとして、安全配慮

義務違反を理由にかかった医療費及び慰謝

料の請求をした事案であり、慰謝料請求（5

万円）が認められた例である。同判決は、

1992（平成 4）年の「事業者が講ずべき快

適な職場環境の形成のための措置に関する

指針」（労働省告示 59号）や 1995（平成 7）

年に厚生省がまとめた「たばこ行動計画」

の記載、1996（平成 8）年の「職場におけ

る喫煙対策のためのガイドライン」におけ

る記載等から、1995（平成 7）年、1996（平

成 8）年当時において、「公務の遂行のため

に設置した施設等の管理又は X が Y 若しく

は上司の指示の下に遂行する公務の管理に

当たり、当該施設等の状況に応じ、一定の

範囲において受動喫煙の危険性から X の生

命及び健康を保護するよう配慮すべき義務

を負っていた」と判断した。その上で、安

全配慮義務の内容については、受動喫煙の

危険性は受動喫煙の暴露時間や暴露量を無

視して一律に論ずることのできない性質の

ものであったこと、当時の日本においては、

喫煙が個人のし好に強くかかわるものとし

て喫煙に対し寛容な社会的認識がなお残っ

ていたこと、ガイドラインにおいても、分

煙対策についても、即時に全面的な導入を

図るべきものとされていたわけではないこ

と等を考慮した上で判断されるとした。 

具体的判断にあたっては、受動喫煙によ

る急性障害が疑われる状態にあることから、

非喫煙環境下での就業が望ましい旨の診断
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書を示して善処を申し入れた時点以降につ

いては、Xの席の後方 2、3メートルの位置

に設置されていた喫煙場所を撤去するなど

して X の席を喫煙場所から遠ざけるととも

に、自席での禁煙を更に徹底させるなど、

速やかに必要な措置を講ずるべきであった

にもかかわらず、これを放置していたとし

てその点について安全配慮義務違反が認め

られた。もっとも、診断書を提示しての申

入れがなされる以前は健康障害と受動喫煙

の因果関係が明らかではなく、一般的な分

煙対策はとられていたといえること、また、

X の申入れに応じる形で分煙対策のとられ

た職場への異動がなされて以降は、所内に

おいて禁煙・分煙の表示がなされ、喫煙場

所が縮小されるなど分煙対策が順次進めら

れていたことなどから義務違反は認められ

ないとされた。結論として、損害について

は、診断書を申し入れる以前の症状と義務

違反との間の因果関係は否定され、医療費

の請求については棄却されたが、精神的苦

痛に対する慰謝料請求は認められた。 

（γ）積水ハウス（受動喫煙）事件・大

阪地判平成 27・2・23 労経速 2248号 3頁（以

下、γ判決）は、作業服の修理作業等に従

事していた X が Y 社の本件工場において恒

常的に受動喫煙を強いられていたことによ

り、受動喫煙症等を発症したとして、Y 社

に対し安全配慮義務違反を理由とする損害

賠償請求がなされた事案である。Y 社は

2003（平成 15年）に施行された健康増進法

旧第 25条や「職場における喫煙対策のため

のガイドライン」の内容等を踏まえ、本件

工場内を禁煙としていたが、本件工場のミ

シン室や会議室内で喫煙する者もいるなど、

受動喫煙防止が必ずしも徹底されていない

状況にあった。同判決は、Y 社が、健康増

進法の施行やガイドラインの内容等を踏ま

え、X の申出を受ければ、その都度、相応

の受動喫煙防止対策を講じてきたことを評

価し、Y社の安全配慮義務違反を否定した。

具体的には、①X が産業医面談を経て、ミ

シン室を禁煙にするようにとの申入れを受

けて、その直後に同室内に禁煙の張り紙を

掲示し、これにより、ミシン室でなされて

いた一部の者による喫煙がなくなったこと、

②会議室での喫煙については、X からの改

善提案通りではないとはいえ、課長会に会

議室の準備や片付けをする人のことを考え

るよう依頼し、X の提案の 1 年後には例外

なく全面禁煙としたこと、③X から受動喫

煙症に罹患した旨の診断書の提出を受け、

損害賠償を求められると、X と面談の上、

受動喫煙対策として、本件工場内の喫煙ス

ペースのある室内において粉塵濃度を測定

する、警備室を禁煙化し、警備室の換気扇

のそばに開いていた隙間を塞ぐ等の対策を

採ったことなどが考慮されている。 

 上記三判決を踏まえると、本条制定以前

から、受動喫煙から労働者の健康を保護す

る義務は安全配慮義務の内容となっていた

ことが確認できる。健康増進法において受

動喫煙防止に係る努力義務が規定されてい

たに留まる頃にもこうした判断がなされて

いることからすると、本条の規定が整備さ

れて以降はもちろん、健康増進法において

義務規定が整備された現段階においては、

当然に同様の帰結が導かれよう。もっとも、

α判決やβ判決にみられるように、安全配

慮義務の内容を特定するに際しては、受動

喫煙による健康影響はばく露量により変動

することや喫煙が個人の嗜好として承認さ
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れてきたという社会的情勢、従前の法整備

が段階的に行われてきたこと等も考慮され

うる。また、α判決やβ判決では、義務違

反があったか否かの判断に際しては、健康

影響の程度も考慮されており、受動喫煙の

影響が鼻やのどの痛み、頭痛等にとどまる

とみられること等が安全配慮義務違反を否

定する結論を導く際に考慮されている。な

お、β判決は、慰謝料に留まるとはいえ、

安全配慮義務違反が認められているが、受

動喫煙症であるとの医師の診断書が提出さ

れた時点以降のことであり、健康影響にこ

うした医学的根拠があることや社会情勢の

変化が生じていることが安全配慮義務違反

の認定にあたり考慮されているといえる 350。

γ判決は、安全配慮義務に関して一般論を

展開せずに事例判断を示すものであるが、X

が受動喫煙症との診断を受けていたことも

あってか、健康影響の程度については特に

言及せず、Y 社がその都度一定の対応をと

ってきたことを主な理由として安全配慮義

務違反を否定している。 

 

20．5．2 禁煙施設の設置に係る履行請求 

 京都簡易保険事務センター事件・京都地

判平成 15・1・21 労判 852 号 38頁は、郵政

事業庁の職員らが、国に対し、安全配慮義

務等に基づき、庁舎内を禁煙とする措置を

とることを請求した事件である。同判決は、

安全配慮義務違反を理由に公務員の生命，

健康等を危険から保護するための措置の履

行請求が認められる余地があること、また、

「嫌煙権」という言葉の適否はともかく、

受動喫煙を拒む利益を法的保護に値する人

格権の一種と捉え、これに基づき受動喫煙

を拒むことを求めうると解する余地がある

こと自体は一般論として認める。もっとも、

受動喫煙による健康被害も，一般的，統計

的な危険性であって，暴露時間，暴露量（マ

マ）等にかかわらず現実的な危険が生じる

というものでもないこと，喫煙が社会的に

は許容されている行為であること，1992（平

成 4）年の「事業者が講ずべき快適な職場

環境形成のための措置に関する指針」や

1996（平成 8）年の「職場における喫煙対

策のガイドラインについて」でみられるよ

うに，職場における受動喫煙対策の主流は

空間分煙であることから、たばこの煙に少

しでも暴露される環境の下におくことが安

全配慮義務に反するとはいえないとする。

その上で、喫煙室から漏れ出す煙の量及び

濃度はわずかであり、執務席は喫煙室から

離れていること，X1の訴える被害は一時的

な不快感にとどまっており，X2についても，

化学物質過敏症と受動喫煙との間に因果関

係があるとまでは認められないことから、

その時点における分煙対策が安全配慮義務

違反とはいえないと判断されている。 

同様の判断は、JR西日本（受動喫煙）事

件・大阪地判平成 16・12・22 労判 889 号

35頁においてもみられる。同事件は、施設

管理権者である勤務先の Y 社に対し、安全

配慮義務に基づき禁煙施設等の設置の履行

請求がなされた事案である。 

Y 社は請求の特定がなされていないとし

て却下されるべきと主張したが、同判決は、

X の請求内容（施設内の喫煙を禁止すると

ともに、その旨を室内に表示する等の方法

によりこれを周知すること）は，社会通念

上，容易に理解できるものであって，Y 社

に対し，困難ないし不可能な措置を求める

ものではない、認容された場合の強制執行
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は間接強制によるほかないが、執行裁判所

がその履行の有無を判断することは可能と

判断した。 

他方、X が受動喫煙により健康を害され

たわけではなく、また職員がそれらの施設

に終始滞留するよう義務づけられていたわ

けではないこと、また、その時点における

受動喫煙対策に係る法整備の状況（安衛法

における快適職場形成の努力義務規定やこ

れに基づく指針、健康増進法旧 25条におけ

る努力義務規定、2003（平成 15）年の「職

場における喫煙対策のためのガイドライ

ン」）やその内容によれば，事業場内のすべ

ての場所において禁煙措置又は完全分煙措

置までが義務付けられているわけではない

ことなどを考慮し、Y 社が安全配慮義務の

内容として一義的に事業場内のすべての箇

所において禁煙措置を講じなければならな

い義務が導かれるものでもないとし、結論

において、「一般に安全配慮義務に基づく履

行請求が法的に可能かどうか論ずるまでも

なく」安全配慮義務の履行請求権に基づく

本件作為請求は認められないとした。 

 上記二判決においては、受動喫煙防止対

策措置の履行請求の可能性について、理論

的には否定されてはいない。ただし、いず

れの事案においても、安全配慮義務違反が

そもそも認められていないことから、結論

において、履行請求は否定されている。安

全配慮義務違反を否定するに際しては、①

受動喫煙による健康影響の程度、すなわち、

受動喫煙による健康被害はばく露時間やば

く露量によって異なりうるところであり、

当該事案において受動喫煙を原因とする

（重篤な）健康障害が認められないことや、

②社会的情勢や法整備の状況、すなわち、

従来、喫煙が社会的に許容されてきており、

当時は禁煙措置が義務付けされてはいなか

ったことが考慮されている。なお、上記二

判決では全面禁煙措置が履行請求の内容と

なっているが、広い範囲を対象とするもの

であったことも、否定の結論を導く上で考

慮されているといえる。 

今後、受動喫煙による健康被害に係る医

学的知見の進展や社会情勢の変化（20．4）、

健康増進法における義務規定の整備を背景

として、安全配慮義務違反がより認められ

やすくなることは想定されうる。もっとも、

履行請求が認められるかは、請求の内容に

照らして、その特定性や必要性も考慮して、

更に検討されることとなろう。 

 

20．5．3 製造業者に対する損害賠償請求 

損害賠償等請求事件・東京地判平成 25・

12・17D1Law28224156 は、タクシー乗務員

であった X が、タクシー車内での受動喫煙

により咽頭がん等の各種疾病に罹患した等

として、たばこの販売を行う事業者である

日本たばこ産業株式会社（JT）に対して、

不法行為に基づく損害賠償請求、人格権に

基づき、主位的にたばこの製造・販売の差

し止め請求を、予備的に警告表示・不適切

な広告の削除及び謝罪広告の掲載請求を行

った事案である。 

 同判決は「受動喫煙の直接の原因行為は、

喫煙者による喫煙であり、被告によるたば

この製造・販売は、これに間接的に関与し

ているにすぎない」、受動喫煙による被害の

防止のために紙巻きたばこの製造・販売の

停止という結果回避義務が直ちに導かれる

旨の主張は論理の飛躍があるなどとして、

請求を全部棄却した。その際、同判決は、
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受動喫煙対策において中心的課題とされて

いたのは、「公共施設、職場等の施設管理者

による分煙化の措置、喫煙者の喫煙マナー

の徹底」であったこと、健康増進法第 25条

（当時）の規定も、受動喫煙の防止のため

の措置は一義的には施設管理者に求めてい

ることも指摘している。X はまた、JT に対

し受動喫煙が生じないような環境整備とし

て、受動喫煙についての健康被害の周知徹

底と啓蒙等を図る義務があったとしてその

義務違反を主張したが、同判決は、JTがそ

れぞれの時代における医学的知見と社会的

要請を背景に、「スモーキン・クリーン・キ

ャンペーン」、「喫煙マナー向上強調月間」

等による喫煙マナー啓発活動に継続的に取

り組んできたほか、たばこ事業法の要請に

基づき、受動喫煙に関する注意文言（「たば

この煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、

子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼ

します。喫煙の際には、周りの人の迷惑に

ならないように注意しましょう。」）をたば

この包装に表示する扱いを実施するなどし

てきたこと、X が受動喫煙による急性影響

の被害を最も受けていた時期は、社会全体

に受動喫煙に寛容な風潮があったことなど

から、Y社の責任を否定した。 

 本件は、労働者が事業者ではなく製造業

者を被告として訴えを提起した点に特徴が

あるが、製造業者は受動喫煙に間接的に関

与しているにすぎないことなどを理由とし

て、同判決は製造業者の責任を否定した。

化学物質等による職業性疾病対策において

は、危険源の上流での対応が必要とされ、

製造業者が一定の義務を怠った場合には、

責任も相応に問われることが前提となるが、

受動喫煙に関しては、これと異なる発想が

とられていることがうかがわれる。この点、

被告であるたばこ事業者の営業活動を根本

から否定するような請求内容であったこと

も影響しているといえるが、健康増進法や

受動喫煙対策が、施設管理者を主たる名宛

人として想定してきたことを明らかにする

ものであるといえる。なお、本条において

も、名宛人となるのはあくまで事業者であ

って製造業者ではない。いずれにせよ、上

記判決の認定によれば、JTはそれぞれの時

代における社会的要請を背景に、受動喫煙

等による健康影響やマナー啓発活動に取り

組んできているとのことであり、製造業者

として果たすべき責務を果たしていたとい

える。そのため、仮に、製造業者もまた、

施設管理者や事業者と同等の責任を負うべ

きとの発想に立ったとしても、請求棄却の

結論は変わらなかったといえよう。 

 

20．6 関連規定 

 2018（平成 30）年の改正健康増進法は、

「望まない受動喫煙をなくす」という基本

的考え方の下、多数の者が利用する施設等

の区分に応じて、当該施設の一定の場所等

を除き、喫煙を禁止するとともに、当該施

設の管理権原者が講ずべき措置について規

定する（健康増進法第 29条以下）。その際、

受動喫煙による健康影響が大きいとされる

子ども、患者等（以下、患者等）に対する

配慮が求められ、特に 20歳未満の者の喫煙

可能な場所への立入りは禁止される。健康

増進法はまた、全ての者を名宛人として、

喫煙禁止場所における喫煙を禁止し、都道

府県知事による命令及び命令違反に対する

罰則によりその履行を担保するとともに

（同法第 29条、第 77条第 1号）、喫煙する

－1748－



分担研究報告書（石﨑由希子） 

217 

 

際には「望まない受動喫煙」を生じさせる

ことがないよう周囲の状況に配慮しなけれ

ばならないことを規定する（同法第 27条）。 

 施設等の区分に応じた講ずべき措置とし

ては、概要以下のとおりである（20．2．2．

4 の他、図表 20-7 も参照）。まず、多数の

者が利用する施設のうち、学校、病院、児

童福祉施設その他の受動喫煙により健康を

損なうおそれが高い者が主として利用する

第一種施設については、特定屋外喫煙場所

を除き、敷地内原則禁煙とすることが求め

られる（同法第 29 条第 1項第 1号）。なお、

改正健康増進法の全面施行時期は 2020（令

和 2）年 4 月であったが、この点にかかる

改正は、2019（令和元）年 7 月からの施行

となっている。他方、第一種施設や喫煙目

的施設以外の施設である第二種施設につい

ては、技術的基準に適合した喫煙専用室を

除き、原則屋内禁煙とされる（同法第 29条

第 1 項第 2 号、第 33 条）。他方、バーやス

ナック等、喫煙する場所を提供することを

主目的とする喫煙目的施設については、屋

内の一部又は全部を構成する喫煙目的室に

おいて喫煙可能である（同法第 35 条）。ま

た、既存の小規模飲食店である既存特定飲

食提供施設においては、事業継続に配慮し、

特例による経過措置として屋内の一部又は

全部を構成する喫煙可能室において喫煙可

能とされる（同法附則第 2条）。ここでいう

既存特定飲食提供施設は、2020（令和 2）

年 4 月 1 日時点で営業している飲食店で個

人又は資本金 5,000 万円以下の会社が経営

しており、客席面積が 100 平方メートル以

下であることが求められるが、これに当た

るか否かは、事業の継続性や経営主体の同

一性、店舗の同一性等を踏まえて、総合的

に判断される。2020（令和 2）年 4 月以降

に出店する店舗は第二種施設として屋内原

則禁煙とされる。なお、人の居住の用に供

する場所やホテル等の客室（個室）は受動

喫煙にかかる上記規制の適用が除外される

（同法第 40条第 1号、同第 2号）。 

 第一種施設、第二種施設及び喫煙目的施

設（以下、特定施設等という）の施設管理

権限者等には、喫煙禁止場所における喫煙

器具（灰皿等）の設置が禁止される他、当

該特定施設等の喫煙禁止場所において、喫

煙をし、又は喫煙をしようとする者に対し、

喫煙の中止又は当該喫煙禁止場所からの退

出を求めるよう努めなければならないとさ

れる（同法第 30 条第 1 項、同第 2 項）。ま

た、専用喫煙室や喫煙目的室を設置する場

合、施設の出入口に所定の標識を掲示する

こと（同法第 33 条第 3 項、同法第 35 条第

3項）や 20歳未満の者を喫煙室に立ち入ら

せないようにすることが求められる（同法

第 33条第 5項、第 35条第 7項）。これらに

違反した場合、都道府県知事等の指導の対

象となる（同法第 31 条）。喫煙器具の設置

状況について改善がみられない場合には、

当該器具を一定期間内に撤去すべきとの勧

告が（同法第 32 条第 1 項）、また、喫煙専

用室や喫煙目的施設の構造又は設備が技術

的基準に適合しなくなったときには、標識

の除去や当該喫煙専用室の使用停止に係る

勧告がなされうる（同法第 34条第 1項、同

法第 36 条第 2 項）。この勧告に従わない場

合には、企業名公表又は／及び勧告に従う

べきとの命令（同法第 32条第 2項、同第 3

項、第 34 条第 2 項、同第 3 項、第 36 条第

3 項、同第 4 項）がなされうる。また、命

令に従わない場合や出入口における標識の
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掲示義務に違反した場合には罰則（50万円

以下の過料）の適用がありうる（同法第 76

条第 1号、同第 2号）。 

 なお、附則第 5 条においては、本条に対

応する形で、「特定施設等において現に業務

に従事する者を使用する者」に対し、当該

業務に従事する者の望まない受動喫煙を防

止するため、当該使用する者又は当該特定

施設の実情に応じ適切な措置をとるよう努

めるべきことが規定されている。 

 

Ｄ．考察及びＥ．結論 

1．作業環境管理 

 作業環境測定は、「作業環境の実態を把

握するため、空気環境その他の作業環境に

ついて行う、デザイン、サンプリング及び

分析（解析を含む）」と定義されているが

（安衛法第 2 条第 4 号）、これは「労働衛

生の三管理」の 1つである「作業環境管理」

の基盤をなし、「作業管理」や「健康管理」

の前提となるものである。また、作業環境

測定及び作業環境評価はその後必要な場合

に行われる労働環境の改善措置の契機とな

るものであり、実施に際して、客観性や正

確性の担保が必要となる。そのため、作業

環境測定の実施及び作業環境評価について

は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基

準や作業環境評価基準が定められているほ

か、一定の指定作業場については作業環境

測定士によりこれを行うことを義務付けて

いる。また、指定作業場における作業環境

測定の担い手となる作業環境測定士を国家

資格とし、一定の講習・研修等の受講を義

務付けるなど、資格者への信頼性を担保す

る仕組みを設けている。公益社団法人日本

作業環境測定もまた、作業環境測定方法に

ついて『作業環境測定ガイドブック』を公

刊し、各種研修を実施するなど、作業環境

測定に係る質の向上に向けて一定の役割を

果たしている。また、作業環境測定の結果

及びその結果の評価に基づく対策の樹立に

関することは、「労働者の健康障害の防止

に関する重要事項」（安衛法第 18条第 1項

4 号）の 1 つとして、衛生委員会の付議事

項とされているほか（安衛則第 22条第 6号）、

有機則・鉛則・特化則においては、評価結

果・改善措置・改善後の評価結果について

労働者の周知する仕組みが設けられており、

労働者の関与が担保されている。更に、2022

（令和 4 年）の省令改正では、作業環境評

価の結果、第 3 管理区分となった場合に、

作業環境管理専門家の意見を聴取する義務

や 2 年以上継続して第 1 管理区分となり、

化学物質管理専門家の配属をした場合には

特別規則の適用を一部除外するなど、より

専門家の役割を重視する改正がなされてい

る。 

上記のような作業環境測定・評価の仕組

みは作業環境測定技術や労働環境改善技術

等の工学的技術の進展、あるいは、新たな

化学物質等の登場に伴う職業病の発症やそ

の認知、国際的な動向を背景として段階的

に発展してきたものである。また、作業環

境測定・評価の仕組みは完成されたもので

はなく、現在も技術の発展等を見据えなが

ら、見直しが続けられているものである。 

なお、受動喫煙に係る規制の展開におい

てもまた、医学的知見や工学的技術の進展

や国際的な動向が影響を及ぼしていること

が確認できる。同じ職場の労働者（喫煙者）

が有害物質の発生源となる点、喫煙が従前

個々人の嗜好として社会に広く受け入れら
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れてきた点、受動喫煙により短期的に出る

症状が比較的軽く、受動喫煙との因果関係

を判断しにくい点などに特徴があり、安衛

法はソフトロー（努力義務規定、ガイドラ

イン）に基づく規制を置くに留まっている。

この点、健康増進法ではハードロー化が図

られ、職場における受動喫煙についても一

定程度これによりカバーされたといえるが、

安衛法においてもハードロー化を進める必

要があるか、健康増進法の規制とソフトロ

ーの組み合わせにより実効性は確保されて

いるとみるか、実態を踏まえた上での判断

が必要となる。 

 

2．作業管理 

 一般的な作業管理の実施については事業

者の努力義務にとどまるが（安衛法第 65条

の 3）、作業管理の具体的な措置は、通達、

指針やガイドライン等において具体化され

ており、こうした措置を怠った結果、健康

障害が生じた場合には、損害賠償請求権も

認められている。ソフトローが行為規範と

してではなく、裁判規範として機能してい

ることが確認できる。なお、これらの規範

についても、技術の発展やこれに伴う作業

環境の変化に応じて発展してきたといえる。 

 作業管理のうち、高圧下の業務及び潜水

業務の作業時間については、安衛法第 65条

の 4 及びこれに基づく高圧則により、罰則

付で制限が課されている。もっとも、ここ

でいう「作業時間」のうち、「直接業務に

従事する時間」の制限については、技術の

進展に伴い、これを高圧則において一義的

に定めていた規制手法を改め、所定の計算

式を示しつつも、事業者の責任の下で定め

る作業計画における設定に委ねることとし

た点が注目される。 

 

3．健康管理 

 作業環境管理や作業管理が適切になされ

ているとしてもなお、健康障害が生じる可

能性はある。また、作業環境管理や作業管

理が適切になされているか否か自体、常に

検証の対象となるべきものである。こうし

たなかで、健康管理は、健康障害の発生や

そのリスクを早期に把握し、必要な措置を

とることにより、健康障害の発生や増悪を

予防するためのものといえる。健康診断は

「健康管理」の基盤をなすものであり、そ

の後の労働者個人に対する就業上の措置の

他、場合によっては、労働環境改善のため

の措置の契機となるものである。以上に述

べたような意味で、健康管理と作業環境管

理・作業管理は相互に関連するものであり、

また、関連させることにより、労働者の健

康障害防止を図っていくことが望まれるも

のである。作業環境測定において、作業環

境測定士という専門家の果たす役割が重要

であることはすでに述べたとおりであるが、

健康診断においても、医師等の意見聴取や

労働者への結果の通知が必要とされる。 

 健康診断には、職場に特有の有害要因が

ある場合に、当該要因に起因する健康障害

発生リスクの評価と健康障害の早期発見を

目的として行う特殊健康診断と労働者の健

康状態を把握し、職務適性を評価すること

により、就業制限や適正配置、保健指導を

行い、疾病の発症・増悪防止を図る一般健

康診断がある。前者は、作業環境測定・評

価と同様、医学の発展や新たな職業病の発

生により発展してきたものであるが、後者

は、急速な高齢化や過労死などが社会問題
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となる中で、独自の発展を遂げてきたもの

ということができる。 

こうした発展のなかで、日本独特ともい

える制度として、長時間労働者に対する面

接指導制度やストレスチェック制度が創設

されている 351。個々の労働者の労働時間の

状況やストレスの状態を把握し、必要に応

じて、医師の意見を踏まえて、必要に応じ

て事後措置を行い、場合によっては職場環

境改善に繋げるという従来からの健康管理

の仕組みはここでも採用されているが、同

制度の利用にあたり、労働者の申出を必要

とするなど労働者の自発性もまた重視され

ている点が特徴といえる。この点は健康管

理に関する労働者の意向を尊重するものと

いえるが、ストレスチェックや長時間労働

者の面接指導の実施割合が低いことを踏ま

えると、今後見直しの必要がないか検討の

必要がある。少なくとも、面接指導に向け

た勧奨を実効的に行っていく必要があると

いえる。 

 

4．労働衛生の三管理と今後の課題 

以上のように、労働者の健康障害防止に

向けて、作業環境管理・作業管理・健康管

理の三管理が相互に連関することを企図し

て、制度が設計されてきており、また、そ

の時々の必要に応じて、規制対象が拡大し

てきたといえる。もっとも、特殊健診と作

業環境測定の結果の関連性の把握や健康診

断の事後措置としての作業環境改善、スト

レスチェックの集団的分析を踏まえた職場

環境改善が必ずしも十分になされていると

はいえない状況にあり、三管理の相互連関

という点では課題がある。こうした相互連

関にあたっては、専門人材の育成・資質向

上も必要になるといえる 352。上記の他、規

制をいかに分かりやすく組み立てるかも長

期的な課題になるといえよう 353。 
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【図表 0：有害物質に対する管理の対象と健康障害防止措置の関係】 

公益社団法人日本作業環境測定協会編『作業環境測定のための労働衛生の知識』（2019（令

元）年）94 頁図表参照。なお、当該図表は輿重治「職場の環境評価―環境測定結果の評価

基準をめぐって」日本医師会雑誌 86巻 12号 1524頁（1981（昭和 56）年）掲載の図を元に

沼野雄志が作成したものである。 
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【図表 1-1：作業環境因子と健康障害】 

環境条件 有害要因 障害の形態等 対象作業等 

化

学

的

要

因 

空気汚染 

 粒子状物質 

 ガス・蒸気 

 

 

鉱物性粉じん 

化学物質 

各種有害ガス、蒸気 

 

じん肺 

産業中毒 

産業中毒 

 

鉱業、窯業、鋳物業等 

諸鉱工業 

諸鉱工業 

接触  皮膚疾患 浸漬、塗装等 

酸素欠乏  酸素欠乏症 マンホール、タンク内作

業 

物

理

的

要

因 

異常温湿度 

 

 

 

熱中症、凍傷等 

 

炉前作業等、冷凍等 

 

異常気圧 

 

 

 

潜水病 

 

潜かん作業等 

 

音波 

 

 

可聴域 

超音波域 

 

聴力損失 

耳鳴、嘔気等 

 

諸鉱工業 

超音波機器の取り扱い

作業 

振動 

 

 

 

局所振動 

 

全身振動 

 

白ろう病、頸肩

腕症候群 

胃腸障害等 

 

キーパンチング、振動工

具等 

フォークリフト、トラク

ター等の運転 

放射線 X線 

γ線、β線、α線 

中性子線 

X線障害 

放射線障害 

放射性物質の取扱い、非

破壊検査等 
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【図表 1-2-1：多様な粉じん作業の例】 

労 災 疾 病 等 医 学 研 究 普 及 サ イ ト 「 職 業 性 呼 吸 器 疾 患 」

（https://www.research.johas.go.jp/jinpai/03.html 最終閲覧日：2022（令和 4）年 10

月 27日） 
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・昭和電機株式会社ウェブサイト「（パンフレット）ご存じですか粉じんの法律？」

（https://www.showadenki.co.jp/files/pamphlet/kiduki15.pdf 最終閲覧日：2022（令

和 4）年 10 月 24 日） 

 

 

【図表 1-2-2：ずり積機】 

コトブキ株式会社ウェブサイト（https://recruit-kemco.jp/about/ 最終閲覧日：2022（令

和 4）年 10 月 25 日） 
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【図表 1-2-3：手持式動力工具】 

・（左図）昭和電機株式会社ウェブサイト「（パンフレット）ご存じですか粉じんの法律？」

（https://www.showadenki.co.jp/files/pamphlet/kiduki15.pdf 最終閲覧日：2022（令

和 4）年 10 月 24 日） 

・ （ 右 図 ） 厚 生 労 働 省 「 （ パ ン フ レ ッ ト ） 」

（ https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneis

eibu/funjin_kaisei.pdf 最終閲覧日：2022（令和 4）年 10月 24日） 

       

 

労 災 疾 病 等 医 学 研 究 普 及 サ イ ト 「 職 業 性 呼 吸 器 疾 患 」

(https://www.research.johas.go.jp/jinpai/03/06/index.html 最終閲覧日：2022（令和 4）

年 10月 27日) 
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【図表 1-2-4：じん肺】 

筑西労働基準監督署「第 8次粉じん障害防止総合対策」（リーフレット）茨城労働局ウェブ

サ イ ト

（ https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/library/ibaraki-roudoukyoku/corne

r_kantoku/chikusei/h2607_funjin.pdf 最終閲覧日：2022（令和 4）年 10月 25日） 

 

左は正常な肺、右はじん肺（粉じんの吸入により黒くなった肺） 

 

【図表 1-2-5：アーク溶接作業】 

コ ベ ル コ 教 習 所 ウ ェ ブ サ イ ト

（ https://www.kobelco-kyoshu.com/licenses/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AF%E6%BA%B6%E

6%8E%A5%E7%AD%89%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%95%99%E8%82%B2/ 最終閲覧日：2022（令和 4）

年 8月 27日）参照。 
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株 式 会 社 キ ー エ ン ス ウ ェ ブ サ イ ト 「 溶 接 革 命 」

（ https://www.keyence.co.jp/ss/products/measure/welding/arc/mechanism.jsp  最終

閲覧日：2022（令和 4）年 8月 27日） 

        

 

 

【図表 1-3-1：電気炉・高炉による製鋼法】 

 

一般社団法人日本鉄リサイクル工業会ウェブサイト 

（https://www.jisri.or.jp/recycle/technology.html 最終閲覧日：2020（令和 2）年 3

月 9日）参照。（なお、出所は一般社団法人日本鉄鋼連盟発行「鉄ができるまで」／鉄の

旅＞） 
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【図表 1-3-2：電気炉・転炉・加熱炉（左から）】 

    

一 般 社 団 法 人 日 本 鉄 鋼 連 盟 ウ ェ ブ サ イ ト

（https://www.jisf.or.jp/kids/shiraberu/index.html 最終閲覧日：2020（令和 2）年 3

月 9日）参照。 

 

【図表 1-3-3：キュポラ】 

株式会社三石ハイセラムウェブサイト（https://mitsuishi-hc.jp/product/cupola/ 最終

閲覧日：2022（令和 4）年 10月 25日）  
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【図表 1-3-4：ロール機、圧延機等による金属の圧延】 

「ものづくりエンジニアのためのはじめての工作機械」（甲斐智（株式会社モノト代表））

（https://monoto.co.jp/rolling/ 最終閲覧日：2022（令和 4）年 10月 27日） 

  

※上段：二段圧延機、下段左：四段圧延機、下段右：多段圧延機 
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【図表 1-4-1：ドラム缶洗浄】 

北 陸 ド ラ ム 工 業 株 式 会 社 ウ ェ ブ サ イ ト

（ http://www.hokurikudrum.co.jp/%e5%95%86%e5%93%81%e4%b8%80%e8%a6%a7/%e5%86%8d%e

7%94%9f%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%83%89%e3%83%89%e3%83%a9%e3%83%a0%

e7%bc%b6/%e3%83%89%e3%83%a9%e3%83%a0%e7%bc%b6%e3%81%ae%e5%86%8d%e7%94%9f%e5%b7%a

5%e7%a8%8b#arau 最終閲覧日：2020（令和 2）年 3月 9日） 

  

 

【図表 1-4-2：ドラムパーカー・チッパー】 

三 蓉 エ ン ジ ニ ア リ ン グ 株 式 会 社 の WEB サ イ ト

（https://biomass-hasaiki.jp/publics/index/51/ 最終閲覧日：2022（令和 4）年 10 月

1日）参照 
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【図表 1-4-3：多筒抄紙機】 

大日本製紙ウェブサイト（https://www.dainichi-paper.co.jp/process/ 最終閲覧日：

2020（令和 2）年 3月 9日）参照 

             

 

【図表 1-5-1：管理区域】 

ミドリ安全ドットコムの商品（JIS 放射能標識）を紹介するウェブサイトより抜粋

（https://ec.midori-anzen.com/shop/c/cLAAAAC/ 最終閲覧日：2022（令和 4）年 10 月

23日） 
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【図表 1-5-2：放射線の種類】 

環境省ウェブサイト

（https://www.env.go.jp/chemi/rhm/h28kisoshiryo/h28kiso-01-03-02.html 最終閲

覧：2021（令和 3）年 3月 17日）。 

  

 

環境省ウェブサイト

（https://www.env.go.jp/chemi/rhm/h28kisoshiryo/h28kiso-01-03-03.html 最終閲

覧：2021（令和 3）年 3月 17日）。 
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【図表 1-6-1：特別有機溶剤等の範囲と特化則と有機則の適用関係】 

「 実 務 家 の た め の 労 働 安 全 の サ イ ト 」 （ 柳 川 行 雄 ）

（https://osh-management.com/document/information/special-organic-solvent/ 最終

閲覧日：2022（令和 4）年 10月 21日）、厚生労働省「特定化学物質障害予防規則等の改正

（ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイトとクロロホルムほか９物質の追加）に係るパ

ン フ レ ッ ト 」 （ 厚 生 労 働 省 ウ ェ ブ サ イ ト

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000057700.html  最終閲覧日：

2022 （ 令 和 4 ） 年 10 月 21 日 ） 、 三 協 化 学 株 式 会 社 ウ ェ ブ サ イ ト

（https://www.sankyo-chem.com/regulation/tokkasoku/?lang=ja 最終閲覧日：2022（令

和 4）年 10 月 21 日）における図表を元に筆者作成。 
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【図表 1-6-2：三酸化二アンチモンの製造工程】 

日本鉱業協会資料「厚生労働省ヒアリング資料 三酸化二アンチモン」（2015（平成 27）

年 10月 7日） 

厚 生 労 働 省 ウ ェ ブ サ イ ト

（ https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/soc

hi27_3_shiryou2-3-2.pdf 最終閲覧日：2022（令和 4）年 10月 21日） 

 

       

※製造炉に原料となるアンチモンメタルは連続的に投入され、炉内に酸素や空気を送り込

むことで 1,000℃程度に熔解されたアンチモンメタルを酸化させる。製造炉は生産性維持の

為に、操業中に作業員による熔湯面の滓類除去や酸化アンチモンガス冷却部の固着物除去

等のメンテナンス作業が必須となるとされる。 
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【図表 1-7：コークス炉】 

住 友 重 機 械 工 業 株 式 会 社 ウ ェ ブ サ イ ト

（https://www.shi.co.jp/products/energy/coke/index.html 最終閲覧日：2022（令和 4）

年 10月 28日） 
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昭和 50・10・1基発第 573号 

 

 

【図表 1-8-1：酸素欠乏場所の例（地下ピット）】 

・職場のあんぜんサイト 

（ https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=100727  最 終 閲 覧

日：2022（令和 4）年 10月 27日） 

 

 

－1769－



分担研究報告書（石﨑由希子） 

238 

 

【図表 1-8-2：酸素欠乏症】 

厚生労働省パンフレット（https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000628946.pdf 最

終閲覧日：2022（令和 4）年 10 月 25日） 
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【図表１-9：作業環境測定の頻度及び測定対象】 

 

頻度 作業場 測定対象 根拠 

その日の

作業開始

前 

酸素欠乏危険場所 当該作業場における空気中の酸素（第二

種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあ

っては、酸素及び硫化水素）の濃度 

酸欠則第 3

条第 1項 

半月以内

に 1回 

粉じん作業を行う坑

内作業場 

空気中の粉じんの濃度 

※測定困難な場合を除く 

粉じん則第

6条の 3 

暑熱、寒冷又は多湿の

屋内作業場 

屋内作業場における気温、湿度及びふく

射熱 

安 衛 則 第

607条 

通気設備がある坑内

作業場 

通気量 

  

安 衛 則 第

589 条、第

603条 

28℃を超える又はお

それのある坑内作業

場 

気温 安 衛 則 第

589 条、第

612条 

1 か月以

内に 1回 

炭酸ガスが停滞又は

おそれのある坑内作

業場 

炭酸ガス濃度 安衛則第第

589 条、591

条第 1項 

放

射

線

業

務 

放射線業務を行

う管理区域（実効

線量が 1.3mSv/３

か月を超える区

域） 

外部放射線による線量当量率又は線量

当量 

※放射線装置が固定されており、使用の

方法及び遮へい物の位置が一定してい

るとき等は 6か月に 1回で足りる 

電離則第 54

条第 1項 

非非密密封封のの放放射射性性

物物質質取取扱扱作作業業室室  

空気中の放射性物質の濃度 電離則第 55

条 

事事故故由由来来廃廃棄棄物物

等等取取扱扱施施設設  

坑内の核燃料物

質の採掘の業務

を行う作業場 

2 か月以

内に 1回 

中央管理方式の空気

調和設備がある建築

物の室 

一酸化炭素及び炭酸ガスの含有率、室温

及び外気温、相対湿度 

事務所則第

7条第 1項 

6 か月以

内に 1回 

粉粉じじんんをを著著ししくく発発散散

すするる屋屋内内作作業業場場（（常常時時

空気中の粉じんの濃度（土石、岩石又は

鉱物に係る特定粉じん作業を行う屋内

粉じん則第

26条第 2項、
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特特定定粉粉じじんん作作業業がが行行

わわれれるる屋屋内内作作業業場場））  

作業場については、当該粉じん中の遊離

けい酸の含有率） 

同第 3項 

著しい騒音を発する

屋内作業場 

等価騒音のレベル 安 衛 則 第

590条第1項 

特特定定化化学学物物質質をを製製造造

又又はは取取扱扱うう屋屋内内作作業業

場場  

第一類物質又は第二類物質（※がんなど

の慢性疾病を発生させるおそれのある

物質。第一類はそのリスクがより大き

い）の空気中における濃度 

 

特化則第 36

条第 1項 

有有機機溶溶剤剤業業務務  有機溶剤濃度の測定 有機則第 28

条第 2項 

石石綿綿をを取取扱扱いい又又はは製製

造造すするる屋屋内内作作業業場場  

石綿の空気中における濃度 石綿則 36条 

1 年以内

に 1回 

鉛鉛業業務務  空気中の鉛の濃度 鉛則第 52条

第 1項 

※ 太字：作業環境測定士又は作業環境測定機関による測定が義務付けられる指定作業場。 

※ 下線：作業環境評価基準が適用される。 

 

【図表 1-10-1：A測定の決定方法】 

（ 公 益 財 団 法 人 埼 玉 県 健 康 づ く り 事 業 団 ウ ェ ブ サ イ ト

http://www.saitama-kenkou.or.jp/corporate_analysis2.php#environment 最終閲覧日：

2020（令和 2）年 1月 11日） 
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【図表 1-10-2：個人サンプラーによる測定】 

厚生労働省「第 1 回職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」資料 2-3

（https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000541391.pdf 最終閲覧日：2022（令和 4）

年 10月 25日） 

 

 

厚生労働省「平成 29年度第１回個人サンプラーを活用した作業環境管理のための専門家検

討会」資料 1-2 

（ https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/000

0183600.pdf 最終閲覧日：2022（令和 4）年 11月 4日） 
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【図表 1-10-3：先行導入作業】 

厚生労働省「第 1 回職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」資料 2-3

（https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000541391.pdf 最終閲覧日：2022（令和 4）

年 10月 25日） 

    

【図表 1-11：捕集方法】 

（作業環境測定基準施行通達・昭和 51・6・41基発第 454号） 

【直接捕集方法】        【固体捕集方法】 

     

 

【液体捕集方法】             【冷却凝縮捕集方法】 
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【図表 1-12-1：粉じんの測定方法と様々な分粒装置】 

（厚生労働省平成 28 年度第 1回トンネル建設工事の切羽付近における作業環境等の改善の

ための技術的事項に関する検討会（平成 28年 11月 30日）資料 1－1「作業環境測定基準（昭

和 51 年 労 働 省 告 示 第 46 号 ） の 概 要 」

（https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000145103.html 最終閲覧日：2020（令和 2）年

2月 29日）及び日本カノマックス株式会社ウェブサイト 

（http://www.kanomax.co.jp/technical/detail_0039.html 最終閲覧日：2020（令和 2）

年 2月 29日）） 

 

   

 

 

 

 

 

※分粒装置には、多段型、サイクロン型、

インパクター型等あるが、国内では、多

段式分粒装置が多く使われている。 
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【図表 1-12-2：光散乱式粉じん計（左）と圧電天秤方式粉じん計（右）】 

（公益社団法人日本作業環境測定協会『作業環境測定ガイドブック 0総論編』（日本作業

環境測定協会、2019（令和元）年）104頁・114頁） 

 

校正マスタ（https://kosei-master.com/products/shocategory/132 最終閲覧日：2022（令

和 4）年 10 月 28 日） 
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【図表 1-12-3：エックス線回析】 

環 境 リ サ ー チ 株 式 会 社 ウ ェ ブ サ イ ト

（https://www.kankyo-research.co.jp/equipment/xrd.php 最終閲覧日：2022（令和 4）

年 10月 28日）。 

【原理】              【装置の外観】 

   

【エックス線回析装置での分析例（クリソタイル）】 
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【図表 1-13：位相差顕微鏡】 

オリンパス株式会社（https://www.olympus-lifescience.com/ja/support/learn/01/024/ 

最終閲覧日：2022（令和 4）年 10月 25日） 

 

 

環 境 リ サ ー チ 株 式 会 社 ウ ェ ブ サ イ ト

（https://www.kankyo-research.co.jp/equipment/xrd.php 最終閲覧日：2022（令和 4）

年 10月 28日）。 
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【図表 1-14-1：分光光度計の原理と測定手順】 

「分光光度計ラボ」（株式会社ティアンドティ運営）ウェブサイト

（https://www.tech-try.com/bunkou/information/sikumi.html）、 

https://www.tech-try.com/bunkou/information/noudo.html 最終閲覧日：2022（令和 4）

年 10月 28日） 

【原理】 

 

【外観】 

 

【測定手順】（上記ウェブサイトより抜粋） 

① あらかじめ濃度が分かっている標準液を用意。 

   

② 標準液の吸光度のデジタル表示（左下図）を元に検量線（右下図）を作成 
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③ 試料の吸光度を検量線に当てはめることで濃度を確認可能 

 

一般社団法人日本分析機器協会ウェブサイト（堀込純／和久井隆行（(株)日立ハイテクノ

ロジーズ）執筆）（https://www.jaima.or.jp/jp/analytical/basic/spectroscopy/uvvis/ 

最終閲覧日：2020（令和 2）年 1月 13日） 

 
 

【図表 1-14-2：原子吸光光度計の原理】 

株式会社日立ハイテクサイエンスウェブサイト

（https://www.hitachi-hightech.com/jp/ja/knowledge/analytical-systems/aas/aas-ba

sics/course3.html 最終閲覧日：2022（令和 4）年 10月 28日） 

【原子吸光光度計の原理】 
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【図表 1-14-3：クロマトグラフ】 

環 境 リ サ ー チ 株 式 会 社 ウ ェ ブ サ イ ト

（https://www.kankyo-research.co.jp/equipment/gc-ms.php最終閲覧日：2022（令和 4）

年 10月 25日） 

【クロマトグラフィーの原理とクロマトグラフの外観】 

 

 

         

 

一 般 社 団 法 人 日 本 分 析 機 器 工 業 会 ウ ェ ブ サ イ ト

（https://www.jaima.or.jp/jp/analytical/basic/chromatograph/principle/ 最終閲覧

日：2020（令和 2）年 3月 16日）〔小森亨一（（株）島津製作所）執筆〕 

【クロマトグラムの例】 
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【図表 1-14-4：高速液体クロマトグラフの装置構成と原理】 

株式会社島津製作所ウェブサイト

（https://www.an.shimadzu.co.jp/hplc/support/whatis_hplc.htm 最終閲覧日：2022（令

和 4）年 10 月 28 日） 
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【図表 1-15：北川式検知管とガステック式検知管】  

【北川式検知管】 

   

光明工業株式会社ウェブサイト

（https://www.komyokk.co.jp/product/001/kensikumi.html 最終閲

覧日：2022（令和 4）年 10月 27日） 

 

 

 

 

 

 

 

【ガステック式検知管】株式会社ガステックウェブサイト

（https://www.gastec.co.jp/product/detector_tube/summary/ 最終閲覧日：2022（令和

4）年 10月 27日） 

 

公益社団法人日本作業環境測定

協会『作業環境測定ガイドブック

0総論』（日本作業環境測定協会、

2019（令和元）年）122頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

－1783－



分担研究報告書（石﨑由希子） 

252 

 

 

【図表 1-16-1：サーベイメーターの原理と例】 

・サーベイメーターの原理を示す図については、日本獣医医師会ウェブサイト「放射線診

療技術研修支援システム」

（http://www.020329.com/x-ray/bougo/contents/chapter3/3-3-ref02-page2.html、

http://www.020329.com/x-ray/bougo/contents/chapter3/3-3-ref02-page3.html最終閲覧

日：2022（令和 4）年 10月 24日） 

・電離箱式、半導体式、シンチレーション式サーベイメーターの写真については、日本電

気計測器工業会ウェブサイト（https://www.jemima.or.jp/tech/6-03-02-09.html 最終閲

覧日：2022（令和 4）年 10 月 24 日） 

・比例計数管、GM計数管、半導体検出器の外観の写真については、日本電気計測器工業会

ウェブサイト（https://www.jemima.or.jp/tech/6-02-02-03.html、

https://www.jemima.or.jp/tech/6-02-02-04.html、

https://www.jemima.or.jp/tech/6-02-02-05.html最終閲覧日：2022（令和 4）年 10月 24

日） 

・各検出器の説明については上記サイト参照。 

・比例計数管式サーベイメーターの写真については、富士電機株式会社ウェブサイト

（https://www.fujielectric.co.jp/products/radiation/servy/nsn.html 最終閲覧日：

2022（令和 4）年 10 月 24 日） 

・GM サーベイメーターの写真については、千代田テクノル株式会社ウェブサイト

（https://www.c-technol.co.jp/product/surveymeter/ 最終閲覧日：2022（令和 4）年

10月 24日） 

 

電離箱 一定容積の空気箱（電離箱）の中に電極を入れ、放射線によって

電離された容器内の電子を電極に集めることで出力された電流を

測定するもの 
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（上図）電離箱の原理、（下図）電離箱式サーベイメーターの例 

比例計数管 検出器内の電極間の電圧を高めることにより、加速された電子が

検出器内の気体を新たに電離（2次的電離）し、新たに生じた電子

が更に次の電離を引き起こす（電子なだれ状態になる）ことによ

り、通常の電離箱よりも出力信号を高めたもの 

 

   

（左図）比例計数管式サーベイメーター、（右図）比例計数管の外観 

GM（ガイガー・ミュ

ラー）計数管 

検出器内の電極間の電圧を更に高めることにより、大量の電子な

だれを生じさせ、これにより励起した多数のガス分子が発した紫

外線が光電子を放出させ、この電子が次の電子なだれへと発展し

た状態（ガイガー放電）を起こすことで、出力信号を高めたもの 
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（上図）GM 計数管の原理 

  

（下左図）GMサーベイメーターの例、（下右図）GM計数管の外観 

半導体検出器 固体内での電離を利用した検出器。P 型半導体と N 型半導体を接

合し、それぞれに電圧を加え、接合部に放射線を入射すると、半

導体物質が電離され、電子と正孔（ホール）が生成され、電子は P 

層側に、正孔（ホール）は N 層側に移動する。この時両層の電極

側に発生したパルスを測定することで、放射線を測定するもの。

出力信号は気体を用いる検出器よりも大きくなる。 

 
（上図）半導体検出器の原理 

   

（下左図）半導体式サーベイメーターの例、（下右図）半導体検出器の外観 

シンチレーション検

出器 

蛍光物質（シンチレータ）を検出器に利用した測定器。放射線が

入射し、励起状態となった蛍光物質が、安定な状態に戻るときに

放出する発光量を測定することで、放射線量を測定するもの 
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（上図）シンチレーション検出器の原理、（下図）シンチレーション式サーベイメーター

の例 

 

 

【図表 1-16-2：電離作用と励起作用】 

環境省ウェブサイト 

（https://www.env.go.jp/chemi/rhm/h28kisoshiryo/h28kiso-02-04-02.html 最終閲覧

日：2022（令和 4）年 10月 24日） 
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【図表 1-16-3：電離箱、比例計数管、GM計数管の違い】 

日 本 獣 医 医 師 会 ウ ェ ブ サ イ ト 「 放 射 線 診 療 技 術 研 修 支 援 シ ス テ ム 」

（ http://www.020329.com/x-ray/bougo/contents/chapter3/3-3-ref02.html  最終閲覧

日：2022（令和 4）年 10月 24日） 
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【図表 1-16-4：個人線量計】 

・フィルムバッジについては、第 6回眼の水晶体の被ばく限度の見直し等に関する検討会」

（2019（令和元）年 8月 1日）資料 2（公益社団法人日本アイソトープ協会 中村吉秀提出

資料）参照。 

・熱ルミネセンス線量計とその原理の写真は、トーレック株式会社ウェブサイト

（https://toreck.co.jp/medical/td-1000.html 最終閲覧日：2022（令和 4）年 10月 24

日） 

・蛍光ガラス線量計（ガラスバッジ）（個人装着）の写真は、千代田テクノル株式会社ウ

ェブサイト（https://www.c-technol.co.jp/glassbadgesite/glassbadge/ 最終閲覧日：

2022（令和 4）年 10月 24日）、原発周辺の測定に係る写真は、福島県原子力センターウェ

ブサイト（http://www.atom-moc.pref.fukushima.jp/old/keikouglass.html 最終閲覧

日：2022（令和 4）年 10月 24日） 

・光刺激ルミニセンス線量計（OSL線量計）（ルミネスバッジ）の写真は、長瀬ランダウア

株式会社ウェブサイト（https://www.nagase-landauer.co.jp/luminess/index.html 最終

閲覧日：2022（令和 4）年 10月 24日） 

・固体飛跡検出器を使った中性子線量計については、鶴田隆雄（近畿大学原子力研究所（当

時））「見えない放射線の飛跡を見る」第 12回関西蔵前懇話会（2009（平成 21）年 2月

19日）資料（http://kan5.sakura.ne.jp/konwa/KuramaeHandout/tsuruta.pdf 最終閲覧

日：2022（令和 4）年 10月 24日） 

蔵前工業会懇話会（大阪） 2009 年 2月 19日 

・説明文については、上記ウェブサイトの他、日本電気計測器工業会ウェブサイト

（https://www.jemima.or.jp/tech/6-02-02-01.html、

https://www.jemima.or.jp/tech/6-03-02-06.html最終閲覧日：2022（令和 4）年 10月 24

日）、日本獣医師会ウェブサイト「放射線診療技術支援システム」

（http://www.020329.com/x-ray/bougo/contents/chapter3/3-3-ref02-page3.html、

http://www.020329.com/x-ray/bougo/contents/chapter3/3-3-ref02-page4.html、

http://www.020329.com/x-ray/bougo/contents/chapter3/3-3-ref02-page5.html 最終閲

覧日：2022（令和 4）年 10 月 24 日）も参照。 

 

フィルムバッジ 放射線によるフィルムの感光作用（写真フィルムの乳剤が、放

射線によって黒化する作用）を利用した検出器であり、乳剤の

黒化濃度（写真濃度）に応じて放射線量を測定する。1950年代

に利用が開始されたが、2011 年以降、日本国内での取扱いがな

くなっている。 
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熱ルミネセンス線量計 放射線を受け、そのエネルギーを蓄積する素子を加熱すること

で、吸収した放射線量に比例して発光することを利用した線量

計。読み取り装置が必要となる。建物内や建物外に固定するこ

とにより空間線量測定にも用いられる。 

 

 

（上図）原理、（下図）熱蛍光線量計 

蛍光ガラス線量計 放射線を受けた蛍光ガラス素子に紫外線を照射すると、放射線

の照射量に比例して蛍光を発することを利用した線量計（ガラ

スバッジ）。読み取り装置が必要となる。 
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（上図）個人装着、（下図）原発周辺における測定 

光刺激ルミネセンス線

量計 

放射線を当てると短時間発光する素子に、光が減衰した後、再

びレーザー光を当てると、放射線照射量に比例して強く発光す

る性質を利用した線量計。読み取り装置が必要となる。 

    

 

※下図はルミネスバッジ本体に内蔵された構造。スライドとケースからな

り、スライドには 4 つの OSL検出器が、ケースにはＸ・γ線、β線を分離

測定し、エネルギーを判定するための 4 種類のフィルタが組み込まれてい

る。 

固体飛跡検出器を使っ

た中性子線量計 

入射荷電粒子の飛跡に沿って物質中に発生する分子損傷を記

録できる性質を持つ絶縁性固体を素子として利用して、入射し

た放射線量を測定するもの。中性子線量計に用いられる。 
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※化学薬品で飛跡を化学薬品の腐食作用を利用して加工（エッチング）す

ることにより、飛跡が光学顕微鏡で確認可能な程度に拡大され、穴放射線

の入射経路に沿って穴が開いたようになる。拡大された飛跡をエッチピッ

トと呼び、その密度を測定することにより、中性子線量を算出可能になる。 

 

【図表 1-17-1：アスマン通風乾湿計、黒球寒暖計】 

・ ア ス マ ン 通 風 乾 湿 計 は 、 第 一 化 学 株 式 会 社 ウ ェ ブ サ イ ト

（https://www.daiichi-kagaku.co.jp/situdo/note/arekore05/ 最終閲覧日：2022（令和

4）年 10月 24日） 

（ 下 図 ） は 、 ク リ マ テ ッ ク 株 式 会 社 ウ ェ ブ サ イ ト

（https://www.weather.jp/products/temp_humi/cys-sy8/ 最終閲覧日：2022（令和 4）年

10月 24日） 

 
・ 黒 球 寒 暖 計 は 、 株 式 会 社 安 藤 計 器 製 工 所

（https://www.andokeiki.co.jp/kankyou/1kokukyuu.html 最終閲覧日：2022（令和 4）年

10月 24日） 
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【図表 1-17-2：騒音計】 

佐藤商事株式会社ウェブサイト（https://ureruzo.com/kankyo00/SLCENTER392.html 最終

閲覧日：2022（令和 4）年 10月 24日） 

 

   

 

 

【図表 1-17-3：酸素欠乏危険場所における測定】 

2021（令和 3）年 11 月 21日における篠原耕一氏（労働衛生コンサルタント）からの資料提

供による。 
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【図表 1-18：定点測定・個人サンプリング・車両系機械を用いた測定（左から）】 

  

（厚生労働省ウェブサイト「トンネル建設工事の切羽付近における作業環境等の改善のた

めの技術的事項に関する検討会報告書（概要）」より 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09173.html 最終閲覧日：2020年 2月 6日） 

 

 

【図表 1-19：試料採取器と相対濃度計（粉じん計）】 

（厚生労働省ウェブサイト「トンネル建設工事の切羽付近における作業環境等の改善のた

めの技術的事項に関する検討会報告書（概要）」より 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09173.html 最終閲覧日：2020（令和 2）年 2 月 6

日） 

 

       

試料採取器（サンプラー及びポンプ） 相対濃度計（デジタル粉じん計） 
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【図表 1-20-1：管理濃度の変遷】 

第 1 回 職 場 に おけ る 化 学 物 質 等 の 管 理の あ り 方 に 関 す る検討 会 資 料 2-3

（https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000541391.pdf 最終閲覧日：2022（令和 4）

年 10月 25日） 
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【図表 1-20-2：管理区分 3の事業場割合】 

第 1 回 職 場 に おけ る 化 学 物 質 等 の 管理の あ り 方 に 関 す る検討 会 資 料 2-4

（https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000541392.pdf 最終閲覧日：2022（令和 4）

年 10月 25日） 

 

 

【図表 2-1：気中粉じん濃度の空間変動と場所変動】 

（公益社団法人日本作業環境測定協会『作業環境測定のための労働衛生の知識』（2019（令

元）年）78頁・80頁〔沼野雄志作成〕） 
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【図表 2-2：対数正規分布と正規分布の関係】 

（公益社団法人日本作業環境測定協会『作業環境測定のための労働衛生の知識』（2019（令

元）年）132頁〔沼野雄志作成〕） 

     

 

【図表 2-3：作業環境測定実施状況】 

第1管理区分 第2管理区分 第3管理区分
1996（平成8） ［38.6］ 100 79.5 94.7 7.3 2
2001（平成13） ［48.8］ 100 65.1 97.4 4.9 1.6
2006（平成18） ［37.6］ 100 85.4 97.7 7.5 1.6
2014（平成26） ― ― ― ― ― ―
1996（平成8） ［55.2］ 100 75.3 85.1 20.6 5.7
2001（平成13） ［61.8］ 100 68 93.3 15.7 5.6
2006（平成18） ［49.1］ 100 81.3 89.1 16 7.4
2014（平成26） ［51.6］ 100 80.5 89.2 13.2 7.7
1996（平成8） ［70.8］ 100 73.8 89.4 15.1 3.8
2001（平成13） ［74.6］ 100 73.1 94.7 13.6 3.3
2006（平成18） ［65.4］ 100 80.3 93.8 12.4 4.3
2014（平成26） ［65.2］ 100 82.3 88.6 12.7 5
1996（平成8） ［63.9］ 100 81.2 94.9 6.2 1.2
2001（平成13） ［68.3］ 100 76.4 98.5 4.3 1.2
2006（平成18） ［55.8］ 100 86.4 90.4 11.3 2.9
2014（平成26） ［64.8］ 100 90.2 88.6 11.1 5.7

1）平成13年調査では、平成18年において調査している産業のうち、建設業並びにサービス業の洗濯・理容・
美容・浴場業、廃棄物処理業及び物品賃貸業については調査していない。
2）平成18年調査では、全事業所のうち、サービス業の洗濯・理容・美容・浴場業及び物品賃貸業のものを除
いて集計したものである。
3）平成18年調査における「特定化学物質を製造し又は取り扱う業務」には、「石綿を製造し又は取り扱う業
務」が含まれない。
4）［　　］内は当該業務がある事業所に対する作業環境測定を行うべき作業場がある事業所の割合である。

作業環境測定実施結果

厚生労働省「労働環境調査」（事業者調査）を元に石﨑作成

実施事業所対象事業所年

鉛

粉じん

有機溶剤

特定化学物質

業務の種類
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局排装置の
設置

局排装置の
能力アップ 設備の密閉化

作業方法
の変更 その他 不明

1996（平成8） ［65.6］ 100 39.9 34 46.7 11.7 38.7 18 ―
2001（平成13） ［69.8］ 100 44.7 30.1 43.8 9.8 35.2 19.7 ―
2006（平成18） ［58.7］ 100 45.3 27.9 43.3 8.8 42.5 20.6 ―
2014（平成26） ［60.6］ 100 38.6 21.6 37.9 18.6 35.6 26.8 0.5

年 対象事業所 実施作業所
環境改善の内容

1）平成26年調査の[　]内の数字は、「粉じん作業」「有機溶剤業務」及び「特定化学物質を製造し又は取り扱う業務」のい
ずれかがある事業所のうち作業環境測定を行うべき作業場のある事業所の割合である。
2）平成18年調査の[　]内の数字は、「鉛業務」「粉じん作業」「有機溶剤業務」「特定化学物質を製造し又は取り扱う業
務」及び「石綿を製造し又は取り扱う業務」のいずれかがある事業所のうち作業環境測定を行うべき作業場のある事業所の割
合である。
3)　平成18年調査は、全事業所のうち、「サービス業」の洗濯・理容・美容・浴場業及び物品賃貸業を除いて集計したもので
ある。

厚生労働省「労働環境調査」（事業者調査）を元に石﨑作成
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【図表 4-1：潜函工法】 

国土交通省北陸地方整備局ウェブサイト 

http://www.hrr.mlit.go.jp/nyusho/big_bandai.html 最終閲覧日：2020（令和 2）年 12

月 28日） 

 

オリエンタル白石株式会社ウェブサイト

（https://www.orsc.co.jp/tec/newm_v2/ncon02.html 最終閲覧：2022（令和 4）年 10月

20日） 

 

 

 

 

 

－1800－



分担研究報告書（石﨑由希子） 

269 

 

【図表 4-2：再圧室】 

第４回 高気圧作業安全衛生規則改正検討会（2012（平成 24）年 7月 31日）資料 

鈴木信哉（自衛隊中央病院）「高圧則改正において検討すべき課題について論点整理のた

めの資料」 
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【図表 4-３：廃止された高圧則別表（抜粋）】 

第１回高気圧作業安全衛生規則改正検討会（2012（平成 24）年 5月 30日）参考資料 

厚生労働省ウェブサイト

（https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002bqum-att/2r9852000002br5j.pdf 

最終閲覧：2022（令和 4）年 10 月 20日） 
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－1803－



分担研究報告書（石﨑由希子） 

272 

 

【図表 4-4：高圧則改正の概要】 

厚 生 労 働 省 ウ ェ ブ サ イ ト

（ https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikans

hitsu_Roudouseisakutantou/0000041650.pdf最終閲覧：2022（令和 4）年 10月 20日） 

 

 

【図表 4-5：白ろう病】 

独立行政法人労働者安全健康機構・労災疾病等医学研究普及サイト

（https://www.research.johas.go.jp/sindou/03.html 最終閲覧：2021（令和 3）年 3月

18日） 
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【図表 5-1：健康診断の流れ】 

 

  

 

【図表 5-2：年齢別の定期健康診断等の項目】 

厚生労働省「労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のあり方に関する検討会 報告書（資

料編）」（2016（平成 28）年 12 月 28日）より 
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【図表 5-3：特殊健康診断の健診項目】 

 

対象業務 対象者及び健診項目 根拠規定 

高圧室内業務 （高圧室内業務又は潜水業務に常時従事する労働者） 

一  既往歴及び高気圧業務歴の調査 

二  関節、腰若しくは下肢(し)の痛み、耳鳴り等の自覚症状

又は他覚症状の有無の検査 

三  四肢(し)の運動機能の検査 

四  鼓膜及び聴力の検査 

五  血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋(たん)白の有無の検

査 

六  肺活量の測定 

高圧則第 38

条第 1 項 

（上記健康診断の結果、医師が必要と認めた者） 

一  作業条件調査 

二  肺換気機能検査 

三  心電図検査 

四  関節部のエツクス線直接撮影による検査 

高圧則第 38

条第 2 項 

放射線業務 （放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る

もの管理区域に立ち入る者） 

一  被ばく歴の有無（被ばく歴を有する者については、作業

の場所、内容及び期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無

その他放射線による被ばくに関する事項）の調査及びその評

価 

二  白血球数及び白血球百分率の検査 

三  赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の

検査 

四  白内障に関する眼の検査 

五  皮膚の検査 

電離則第 56

条 

特定化学物質を

製造し、取り扱う

業務（抄） 

（ベンジジン及びその塩を製造し、又は取り扱う業務に常時

従事する労働者） 

一 業務の経歴の調査（当該業務に常時従事する労働者に対

して行う健康診断におけるものに限る。） 

二 作業条件の簡易な調査（当該業務に常時従事する労働者

に対して行う健康診断におけるものに限る。） 

三 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴

の有無の検査 

特化則第 39

条 1 項 

別表第 3 
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四 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の

検査 

五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査（当該業務に常時従事

する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。） 

六 尿中の潜血検査  

七 医師が必要と認める場合は、尿沈渣(さ)検鏡の検査又は

尿沈渣(さ)のパパニコラ法による細胞診の検査 

 

（塩化ビニルを製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労

働者） 

一 業務の経歴の調査（当該業務に常時従事する労働者に対

して行う健康診断におけるものに限る。） 

二 作業条件の簡易な調査（当該業務に常時従事する労働者

に対して行う健康診断におけるものに限る。） 

三 塩化ビニルによる全身倦(けん)怠感、易疲労感、食欲不

振、不定の上腹部症状、黄疸(だん)、黒色便、手指の蒼(そ

う)白、疼(とう)痛又は知覚異常等の他覚症状又は自覚症状

の既往歴及び肝疾患の既往歴の有無の検査 

四 頭痛、めまい、耳鳴り、全身倦(けん)怠感、易疲労感、

不定の上腹部症状、黄疸(だん)、黒色便、手指の疼(とう)

痛又は知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査 

五 肝又は脾(ひ)の腫大の有無の検査 

六 血清ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツク

トランスアミナーゼ（ＧＯＴ）、血清グルタミツクピルビツ

クトランスアミナーゼ（ＧＰＴ）、アルカリホスフアターゼ

等の肝機能検査 

七 当該業務に十年以上従事した経験を有する場合は、胸部

のエツクス線直接撮影による検査 

石綿等の取扱い

又は試験研究の

ための製造に伴

い石綿の粉じん

を発散する場所

における業務 

（左記業務に常時従事する労働者） 

一 業務の経歴の調査 

二 石綿によるせき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は

自覚症状の既往歴の有無の検査 

三 せき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の

有無の検査 

四 胸部のエックス線直接撮影による検査 

 

石綿則第 40

条第 1 項 
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（健康診断の結果、他覚症状が認められる者、自覚症状を訴

える者その他異常の疑いがある者で、医師が必要と認めるも

の） 

一 作業条件の調査 

二 胸部のエックス線直接撮影による検査の結果、異常な陰

影（石綿肺による線維増殖性の変化によるものを除く。）が

ある場合で、医師が必要と認めるときは、特殊なエックス線

撮影による検査、喀痰（かくたん）の細胞診又は気管支鏡検

査） 

石綿則第 40

条第 3 項 

鉛業務（安衛法施

行令第 22 条第 1

項第 4 号） 

（鉛業務に常時従事する労働者） 

一  業務の経歴の調査 

二 作業条件の簡易な調査 

三  鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査

並びに第五号及び第六号に掲げる項目についての既往の検

査結果の調査 

四  鉛による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状

の有無の検査 

五  血液中の鉛の量の検査 

六  尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査 

鉛則第 53 条

第 1 項 

 

（常時従事する労働者で医師が必要と認めるもの） 

一  作業条件の調査 

二  貧血検査 

三  赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査 

四  神経学的検査 

鉛則第 53 条

第 3 項 

四アルキル鉛業

務（安衛法施行令

第 22条第 1項第 5

号） 

（左記業務に常時従事する労働者） 

一 業務の経歴の調査 

二 作業条件の簡易な調査 

三 四アルキル鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の

有無の検査並びに第五号及び第六号に掲げる項目について

の既往の検査結果の調査 

四  いらいら、不眠、悪夢、食欲不振、顔面蒼(そう)白、倦

(けん)怠感、盗汗、頭痛、振顫(せん)、四肢の腱(けん)反射

亢(こう)進、悪心、嘔(おう)吐、腹痛、不安、興奮、記憶障

害その他の神経症状又は精神症状の自覚症状又は他覚症状

の有無の検査 

五 血液中の鉛の量の検査 

四アルキル

鉛則第 22 条

1 項 
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六 尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査 

（常時従事する労働者で医師が必要と認めるもの） 

一 作業条件の調査 

二 貧血検査 

三 赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査 

四 神経学的検査 

四アルキル

鉛則第 22 条

第 3 項 

有機溶剤を製造

し、取り扱う業務 

（屋内作業場等（第三種有機溶剤等にあっては、タンク等の

内部に限る）における有機溶剤業務（①タンク以外の屋内作

業場で作業 1 時間に消費する有機溶剤等の量が有機溶剤等

の許容消費量を常態として超えない場合、②タンク等の内部

において 1 日に消費する有機溶剤等の量が有機溶剤等の許

容消費量を常にこえない場合は除く）に常時従事する労働

者） 

一 業務の経歴の調査 

二 作業条件の簡易な調査 

三  有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び

他覚症状の既往歴の有無の検査、別表の下欄に掲げる項目

（尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査に限る。）についての

既往の検査結果の調査並びに別表の下欄（尿中の有機溶剤の

代謝物の量の検査を除く。）及び第五項第二号から第五号ま

でに掲げる項目についての既往の異常所見の有無の調査 

四  有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められ

る症状の有無の検査 

有機則第 29

条第 2 項 

 

（常時従事する労働者で医師が必要と認めるもの） 

一  作業条件の調査 

二  貧血検査 

三  肝機能検査 

四  腎(じん)機能検査 

五  神経学的検査 

有機則第 29

条第 5 項 
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【図表 5-4：指導勧奨の対象となる健康診断】 

東京産業保健総合支援センター『令和 2年度版労働衛生ハンドブック』（2020（令和 2）年

9月）69・70頁。 

業務の内容 通達の名称 健康診断項目 

① 紫外線・赤外線にさ

らされる業務 

昭和 31・5・18 日基発

第 308 号「特殊健康診

断指導指針について」 

1.眼の障害 

② 著しい騒音を発生

する屋内作業場な

どにおける騒音作

業 

平成 4・10・1 基発第 546 

号「騒音障害防止のた

めのガイドラインの策

定について」 

配置換えの際及び定期 ( 6 月毎 ) に以

下の項目を実施 

1.既往歴の調査 

2.業務歴の調査 

3.自覚症状及び他覚症状の有無の検査 

4.オージオメータによる

250,500,1,000,2,000,4,000,8,000Hz に

おける聴力の検査(定期については、

1,000Hz 及び 4,000Hz 以外は医師が必

要と認める場合のみ実施) 

5.その他医師が必要と認める検査 

③ マンガン化合物(塩

基性酸化マンガン

に限る。)を取り扱

う業務、又はそのガ

ス、蒸気若しくは粉

じんを発散する場

所における業務 

昭和 31・5・18 基発第

308 号「特殊健康診断指

導指針について」 

1.四肢特に指の振顫、小書症、突進症等  

2.握力、背筋力の障害 

④ 黄りんを取り扱う

業務、又はりんの化

合物のガス、蒸気若

しくは粉じんを発

散する場所におけ

る業務 

昭和 31・5・18 基発第

308 号「特殊健康診断指

導指針について」 

1.顎骨の変化 

⑤ 有機りん剤を取り

扱う業務又は、その

ガス、蒸気若しくは

粉じんを発散する

場所における業務 

昭和 31・5・18 基発第

308 号「特殊健康診断指

導指針について」 

1.血清コリンエステラーゼ活性値  

2.多汗、縮瞳、眼瞼、顔面の筋せん維性

弯縮 
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⑥ 亜硫酸ガスを発散

する場所における

業務 

昭和 31・5・18 基発第

308 号「特殊健康診断指

導指針について」 

1.歯牙の変化  

2.消化器系の障害 

⑦ 二硫化炭素を取り

扱う業務又は、その

ガスを発散する場

所における業務(有

機溶剤業務に係る

ものを除く。) 

昭和 31・5・18 基発第

308 号「特殊健康診断指

導指針について」 

1.頭痛、下肢倦怠、焦燥感等  

2.網状赤血球数 

⑧ ベンゼンのニトロ

アミド化合物を取

り扱う業務又はそ

れらのガス、蒸気若

しくは粉じんを発

散する場所におけ

る業務 

昭和 31・5・18 基発第

308 号「特殊健康診断指

導指針について」 

1.血液比重  

2.尿検査(ウロビリノーゲン、コプロポル

フイリン及び糖) 

3.チアノーゼ 

⑨ 脂肪族の塩化又は

臭化化合物(有機溶

剤として法規に規

定されているもの

を除く。)を取り扱

う業務又はそれら

のガス、蒸気若しく

は粉じんを発散す

る場所における業

務 

昭和 31・5・18 基発第

308 号「特殊健康診断指

導指針について」 

1.血圧 

2.白血球数 

3.血液比重  

4.ウロビリノゲン及び蛋白  

5.複視  

6.問診(疲労感、めまい、吐き気) 

⑩ 砒素化合物(アルシ

ン又は砒化ガリウ

ムに限る。)を取り

扱う業務又はその

ガス、蒸気若しくは

粉じんを発散する

場所における業務 

平成 20・11・26 基発第

1126001 号「労働安全衛

生法施行令等の一部を

改正する政令及び労働

安全衛生規則等の一部

を改正する省令の施行

について」 

1.鼻炎、潰瘍、鼻中隔穿孔等  

2.皮膚の障害 

3.血液比重  

4.尿中のウロビリノーゲン 

⑪ フェニル水銀化合

物を取り扱う業務

又はそのガス、蒸気

昭和 40・5・12 基発第

518 号「特殊健康診断及

び健康管理指針につい

1.口内炎、手指振せん、不眠、頭重、精

神不安定感  

2.皮ふの変化 
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若しくは粉じんを

発散する場所にお

ける業務 

て」 3.体重測定 

4.尿中蛋白 

⑫ アルキル水銀化合

物(アルキル基がメ

チル基又はエチル

基であるものを除

く。)を取り扱う業

務又はそのガス、蒸

気若しくは粉じん

を発散する場所に

おける業務 

昭和 40・5・12 基発第

518 号「特殊健康診断及

び健康管理指針につい

て」 

1.口唇、四肢部の知覚異常、頭重、頭痛、

関節痛、睡眠異常、よくうつ感、 不安感、

歩行失調 

2.皮ふの変化  

3.体重測定 

⑬ クロルナフタリン

を取り扱う業務又

はそのガス、蒸気若

しくは粉じんを発

散する場所におけ

る業務  

昭和 40・5・12 基発第

518 号「特殊健康診断及

び健康管理指針につい

て」 

1.顔面、耳朶、項部、胸部、背部等のク

ロルアクネの有無  

2.尿中ウロビリノーゲン 

⑭ 沃素を取り扱う業

務又はそのガス、 

蒸気若しくは粉じ

んを発散する場所

における業務 

昭和 40・5・12 基発第

518 号「特殊健康診断及

び健康管理指針につい

て」 

1.流涙、眼痛、結膜充血、咳嗽、鼻汁過

多、咽頭痛、鼻炎、頭痛、めまい 

2.皮ふの変化  

3.心悸亢進、甲状腺腫大、眼球突出、手

指震顫、発汗、体重減少、神経系の一時

的興奮等バゼドウ病様所見の有無 

⑮ 米杉、ネズコ、リョ

ウブ又はラワンの

粉じん等を発散す

る場所における業

務 

昭和 45・1・7 基発第 2

号「米杉等による気管

支ぜん息等の予防につ

いて」 

1.咽頭痛、咽頭部違和感、咳嗽、喀痰、

喘鳴、息切れ、夜間における呼吸困難等

の自覚症状についての問視診 

2.前回の健康診断以後における気管支ぜ

ん息様発作の発生状況についての問視診 

3.眼、鼻、咽喉の粘膜のアレルギー性炎

症等についての問視診  

4.胸部の聴打診  

5.接触性皮ふ炎、湿疹による皮ふの変化

についての問視診 

⑯ 超音波溶着機を取

り扱う業務 

昭和 46・4・17 基発第

326 号「超音波溶着機に

配置換えの際及びその後 6 月以内ごとに

以下の項目を実施。  
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よる障害の防止につい

て」 

1.不快感、頭痛、耳鳴、耳内痛、吐気、

めまい等の自覚症状の有無  

2.思考障害、自律神経症状等の精神神経

症状の有無  

3.手指等の皮膚の障害の有無 

4.聴力 

⑰ メチレンジフェニ

ルイソシアネート

(M.D.I)を取り扱う

業務又はこのガス

若しくは蒸気を発

散する場所におけ

る業務 

昭和 40・5・12 基発第

518 号「特殊健康診断及

び健康管理指針につい

て」 

1.頭重、頭痛、眼痛、鼻痛、咽頭部違和

感、咳嗽、喀痰、胸部圧迫感、 息切れ、

胸痛、呼吸困難、全身倦怠、体重減少、

眼・鼻・咽喉の粘膜の炎症 

2.皮ふの変化  

3.胸部理学的検査 

⑱ フェザーミル等飼

肥料製造工程にお

ける業務 

昭和 45・5・8 基発第 360

号「フェザーミール等

飼肥料製造工程におけ

る災害の防止につい

て」 

作業中又は作業終了後、激しい頭痛、眼

痛及び咳並びに皮膚の炎症等の症 状を

呈した場合には、直ちに医師の診断及び

処置を受けさせること。 

⑲ クロルプロマジン

等フェノチアジン

系薬剤を取り扱う

業務 

昭和 45・12・12 基発第 

889 号「クロルプロマ

ジン等フエノチアジン

系薬剤による皮ふ障害

の予防について」 

皮ふ障害がみられた場合には、すみやか

に医師の診断および処置を受ける。 

⑳ キーパンチャーの

業務 

 

昭和 39・9・22 基発第

1106 号「キーパンチャ

ーの作業管理につい

て」 

配置前の健康診断は下記項目を、定期の

健康診断は配置前の健康診断の結果の推

移を観察する。 

1.性向検査 

2.上肢、せき柱の形態及び機能検査 

3.指機能検査  

4.視機能検査  

5.聴力検査 

㉑都市ガス配管工事業

務(一酸化炭素) 

昭和 40 年 12 月 8 日付

け基発第 1598 号通達

「都市ガス配管工事に

おける一酸化炭素中毒 

の予防について」 

配置換えの際及び定期に以下の項目を実

施 1.物忘れ 

2.不眠 

3.疲労 

4.頭痛 
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5.めまい 

6.視野の狭さく  

7.その他の神経症状等一酸化炭素中毒を

疑わしめる症状の有無及び程度 

㉒地下駐車場における

業務(排気ガス) 

昭和 46・3・18 基発第

223 号「地下駐車場にお

ける排気ガスによる障

害の予防について」 

1.頭痛、頭重、めまい、不眠、倦怠、眼

痛、はき気等についての問診 

㉓チェーンソー使用に

よる身体に著しい振動

を与える業務 

昭和 48・10・18 基発第

597 号「チエンソー等の

取扱い業務に係る特殊

健康診断について」 

配置換えの際及びその後 6 月以内ごとに

以下の項目を実施。 

1.職歴調査 

2.自覚症状調査 

3.視診、触診 

4.筋力、筋運動検査  

5.血圧検査  

6.末梢循環機能検査  

7.末梢神経機能検査 

㉔チェーンソー以外の

振動工具(さく岩機、チ

ッピングハンマー、スイ

ンググラインダー等)の

取り扱いの業務 

昭和 49・1・28 基発第

45 号「振動工具 (チエ

ンソー等を除く。)の取

扱い等の業務 に係る

特殊健康診断につい

て」 

1.職歴等の調査(使用工具の種類等、作業

方法の具体的内容、経験年数及び取扱い

時間、保護具の使用状況、職場の温熱環

境等) 

2.問診 

3.視診、触診 

4.握力検査 

5.血圧検査 

6.末梢循環機能検査 

7.末梢神経機能検査 

8.手関節及び肘関節のエックス線検査 

(雇人れの際又は当該業務への配置 

替えの際に限る。) 

㉕重量物取扱い作業、介

護作業等腰部に著しい

負担のかかる作業 

平成25・6・18基発 0618

第 1 号「職場における

腰痛予防対策の推進に

ついて」 

配置換えの際及びその後 6 月以内ごとに

以下の項目を実施。 

1.既往歴(腰痛に関する病歴及びその経

過)及び業務歴の調査  

2.自覚症状(腰痛、下肢痛、下肢筋力減退、

知覚障害等)の有無の検査  
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3.脊柱の検査(定期健康診断時は、医師が

必要と認める者のみ)  

4.神経学的検査(定期健康診断時は、医師

が必要と認める者のみ)  

5.脊柱機能検査(配置換えの際のみ)  

6.画像診断と運動機能テスト等(医師が

必要と認める者のみ) 

㉖金銭登録の業務 昭和 48・12・22 基発第

717 号「金銭登録作業に

従事する労働者に係る

特殊健康診断につい

て」 

1.業務歴、既往歴等の調査  

2.問診 

3.視診、触診  

4.握力の測定  

5.視機能検査 

㉗引金付工具を取り扱

う作業 

昭和 50・2・19 基発第

94 号「引金付工具によ

る手指障害の予防につ

いて」 

1.業務歴、既往歴等の調査  

2.問診 

3.視診、触診  

4.握力の測定  

5.視機能調査 

㉘情報機器作業 令和元・7・12 基発 0712

第 3 号「情報機器作業

における労働衛生管理

のためのガイドライン

について」 

1.業務歴の調査 

2.既往歴の調査 

3.自覚症状の有無の調査(問診) 

4.眼科学的検査(①遠見視力検査②近見

視力検査(50cm 視力又は 30cm 視力)③眼

位検査④調節機能検査⑤医師が必要と認

める検査 6 屈折検査(配置前のみ)(①・

②は矯正視力のみ、③・④は医師の判断

により省略可) 

5.筋骨格系に関する検査(上肢の運動機

能、圧痛点等の検査(医師の判断により省

略可)その他医師が必要と認める検査) 

㉙レーザー機器を取扱

う業務又はレーザー光

線にさらされるおそれ

のある業務 

平成 17・3・25 基発第

0325002 号「レーザー光

線による障害の防止対

策について」 

1.視力検査に併せて前眼部(角膜、水晶

体)検査及び眼底検査(雇い入れ又は配置

替えの際) 
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【図表 5-5：東京電力等に対する労働安全衛生法第 66 条第 4 項に基づく臨時健康診断の指

示内容】 

厚生労働省ウェブサイト

（https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/000

0070380.pdf 最終閲覧：2021年 2月 24日） 
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【図表 5-6：定期健康診断の健診項目の変遷】 
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【図表 5-7：結核死亡者数と死亡率の推移及び年次別に見た死亡順位】 

厚生労働省ウェブサイト『平成 26年版厚生労働白書 ～健康・予防元年～』

（https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/14/backdata/index.html 最終閲覧：2021

（令和 2）年 2月 26 日） 
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【図表 5-8：主な死因別にみた死亡率の年次推移】 

厚生労働省政策統括官（統計・情報政策担当）『平成 30年我が国の人口動態（平成 28年

までの動向）』（2018(平成 30)年 3月）18頁。 

（https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/81-1a2.pdfより入手可能。最終閲覧：2021（令

和 3）年 2月 26 日） 
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【図表 5-9：定期健康診断の有所見率】 

「令和 3 年定期健康診断結果報告」政府統計ポータルサイト「e-Stat 統計で見る日本」

（ https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450

211&tstat=000001018638&cycle=7&year=20210&month=0&result_back=1&tclass1val=0  最

終閲覧日：2022（令和 4）年 11 月 2日） 

聴力
（1000Hz）

聴力
（4000Hz）

胸部Ｘ線検査 喀痰検査 血　圧 貧血検査 肝機能検査 血中脂質 血糖検査 尿検査（糖） 尿検査（蛋白） 心電図 有所見率

平成　６年 4.9 9.9 2.3 0.8 8.5 5.8 11.8 18.3 － 3.2 2.7 8.0 34.6

　　　７ 4.7 9.9 2.4 0.7 8.8 5.8 12.7 20.0 － 3.5 2.7 8.1 36.4

　　　８ 4.5 9.8 2.6 0.9 9.2 5.8 12.6 20.9 － 3.4 2.8 8.3 38.0

　　　９ 4.4 9.7 2.7 1.1 9.3 6.0 13.1 22.0 － 3.4 3.0 8.3 39.5

　　　１０ 4.4 9.4 2.9 1.9 9.7 6.2 13.7 23.0 － 3.5 3.3 8.5 41.2

　　　１１ 4.2 9.3 3.1 1.4 9.9 6.2 13.8 24.7 7.9 3.3 3.2 8.7 42.9

　　　１２ 4.1 9.1 3.2 1.5 10.4 6.3 14.4 26.5 8.1 3.3 3.4 8.8 44.5

　　　１３ 4.1 9.1 3.3 1.3 11.1 6.6 15.3 28.2 8.3 3.3 3.4 8.8 46.2

　　　１４ 3.9 8.7 3.3 1.4 11.5 6.6 15.5 28.4 8.3 3.2 3.5 8.8 46.7

　　　１５ 3.8 8.5 3.4 1.6 11.9 6.5 15.4 29.1 8.3 5.1 3.2 8.9 47.3

　　　１６ 3.7 8.4 3.6 1.5 12.0 6.6 15.3 28.7 8.3 3.1 3.5 8.9 47.6

　　　１７ 3.7 8.2 3.7 1.5 12.3 6.7 15.6 29.4 8.3 3.1 3.5 9.1 48.4

　　　１８ 3.6 8.2 3.9 1.8 12.5 6.9 15.1 30.1 8.4 2.9 3.7 9.1 49.1

　　　１９ 3.6 8.1 4.0 2.0 12.7 7.0 15.1 30.8 8.4 2.8 4.0 9.2 49.9

　　　２０ 3.6 7.9 4.1 2.0 13.8 7.4 15.3 31.7 9.5 2.7 4.1 9.3 51.3

　　　２１ 3.6 7.9 4.2 1.8 14.2 7.6 15.5 32.6 10.0 2.7 4.2 9.7 52.3

　　　２２ 3.6 7.6 4.4 2.0 14.3 7.6 15.4 32.1 10.3 2.6 4.4 9.7 52.5

　　　２３ 3.6 7.7 4.3 1.7 14.5 7.6 15.6 32.2 10.4 2.7 4.2 9.7 52.7

　　　２４ 3.6 7.7 4.3 2.2 14.5 7.4 15.1 32.4 10.2 2.5 4.2 9.6 52.7

　　　２５ 3.6 7.6 4.2 1.9 14.7 7.5 14.8 32.6 10.2 2.5 4.2 9.7 53.0

　　　２６ 3.6 7.5 4.2 1.9 15.1 7.4 14.6 32.7 10.4 2.5 4.2 9.7 53.2

　　　２７ 3.5 7.4 4.2 1.8 15.2 7.6 14.7 32.6 10.9 2.5 4.3 9.8 53.6

　　　２８ 3.4
※

7.0
※

4.3
※

1.6
※

15.2
※ 7.8 15.2

※
32.1

※
11.1

※
2.6

※
4.4

※ 9.9 54.1
※

　　　２９ 3.5
※

6.9
※

4.3
※

1.7
※

15.4
※ 7.8 15.3

※
31.8

※ 11.4 2.8 4.6
※ 9.9 54.4

※

　　　３０ 3.5
※

6.9
※

4.5
※

1.8
※

15.7
※ 7.7 15.7

※
31.7

※ 11.7 2.8 4.4
※ 9.9 55.8

※

　令和元年 3.5 6.9 4.6 1.6 16.2 7.7 15.9 32.0 11.9 2.9 4.4 10.0 57.0

　　　２ 3.9 7.4 4.5 2.1 17.9 7.7 17.0 33.3 12.1 3.2 4.0 10.3 58.5

　　 ３ 3.9 7.3 4.5 2.1 17.8 8.0 16.6 33.0 12.5 3.4 3.8 10.5 58.7  
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第 1回産業保健のあり方に関する検討会資料 1 

（https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001001488.pdf 最終閲覧日：2022（令和 4）

年 11月 1日） 

 

 

【図表 5-10-1：特殊健康診断の実施率と有所見率】 

平成 30年労働安全衛生調査（実態調査）の事業所調査をもとに筆者作成 

政 府 統 計 ポ ー タ ル サ イ ト 「 e-Stat 統 計 で 見 る 日 本 」

（ https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450

110&tstat=000001069310&cycle=0&tclass1=000001137666&tclass2=000001137670&tclass3

val=0 最終閲覧日：2022（令和 4）年 11月 2日） 

特殊健診
実施率 有所見率

特殊健診
実施率 有所見率

特殊健診
実施率 有所見率

特殊健診
実施率 有所見率

特殊健診
実施率 有所見率

合計 86.9 7.7 53.7 9.5 64.5 9.6 87.1 19.2 81.9 11.9
企業規模
5000人以上 100.0 3.2 62.5 4.2 84.8 11.3 93.9 25.7 99.6 8.8
1000-4999人 92.1 5.1 37.0 8.6 68.4 6.7 92.8 12.3 71.5 11.9
300-999人 100.0 4.0 49.6 15.8 75.7 9.2 51.7 - 99.8 16.0
100-299人 94.2 20.0 63.5 8.7 67.8 7.5 92.6 16.7 100.0 18.8
50-99人 79.0 - 65.5 17.7 71.5 16.0 100.0 - 82.6 -
30-49人 95.1 38.5 52.1 21.6 41.3 14.3 100.0 - 100.0 -
10-29人 70.2 - 52.2 19.7 52.2 - 84.9 - 66.4 -

有機溶剤業務 特化物製造等業務 石綿取扱い業務 放射線業務鉛業務
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特殊健診
実施率 有所見率

特殊健診
実施率 有所見率

特殊健診
実施率 有所見率

合計 95.9 2.6 92.3 29.1 78.1 1.8
企業規模
5000人以上 99.2 0.7 98.7 3.2 99.4 1.2
1000-4999人 96.2 1.3 100.0 100.0 100.0 5.0
300-999人 99.4 2.4 94.4 84.7 100.0 7.7
100-299人 94.1 3.8 91.4 18.8 47.8 -
50-99人 96.4 19.6 98.2 100.0 100.0 -
30-49人 94.3 7.1 97.8 100.0 100.0 -
10-29人 95.8 10.8 86.3 55.5 59.0 -

3年に1回の
じん肺健康診断

1年に1回の
じん肺健康診断

就業時、定期外、
離職時

のじん肺健康診断

 

【図表 5-10-2：特殊健康診断の実施率と有所見率】 

平成 30年労働安全衛生調査（実態調査）の事業所調査をもとに筆者作成 

政 府 統 計 ポ ー タ ル サ イ ト 「 e-Stat 統 計 で 見 る 日 本 」

（ https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450110&tstat=000001

069310&cycle=0&tclass1=000001137666&tclass2=000001137671&layout=datalist&tclass3

val=0 最終閲覧日：2022（令和 4）年 11月 2日） 

 

鉛業務
（過去1年従事）

有機溶剤業務
（過去1年）

特化物製造等業務
（現在又は過去）

石綿取扱い業務
（現在又は過去）

放射線
業務

（過去1年）
合計 86.5 88.5 86.2 49.9 83.2
企業規模
5000人以上 100 98.7 99.9 81.2 100
1000-4999人 100 91.6 84.5 95.4 89.9
300-999人 100 95.6 91.5 21.1 66.8
100-299人 65.6 76.3 75.2 86.6 100
50-99人 100 86.5 74.9 - 99
30-49人 100 95.8 8.5 - 66.7
10-29人 - 52 81.8 - 85.7  

 

3年に1回
じん肺

健康診断
（現在又は過去）

1年に1回
じん肺

健康診断
（現在又は過去）

就業・離職時
じん肺

健康診断
（現在又は過去）

合計 88.6 67.5 46.5
企業規模
5000人以上 100 100 62.3
1000-4999人 97.3 100 100
300-999人 99 63.1 60.5
100-299人 84.5 42.5 27.2
50-99人 98.1 - -
30-49人 51.5 - -
10-29人 56.1 11.5 -  
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【図表 8-1：勤務問題を理由とする自殺者数の推移】 

厚生労働省『令和 4年版過労死等防止対策白書』 

厚生労働省ウェブサイト

（https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/karoushi/22/index.html 最終閲覧日：2022

（令和 4）年 10 月 31 日） 
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【図表 12-1：面接指導の流れ】 

 

 

【図表 12-2：生活時間】 

「脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検討会報告書」（2001（平成 13）年 11月 16日）よ

り抜粋 
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【図表 12-3：脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況】 

厚生労働省「過重労働・メンタルヘルス対策の在り方に係る検討会報告書」（2004（平成 16）

年 8 月）資料 3 及び 4（https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/08/s0823-3.html で閲覧可

能、最終閲覧日：2022（令和 4）年 9月 20日） 
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【図表 12-4：面接指導適用の実際】 

令和 2（ 2020）年度労働安全衛生調査（実態調査）の事業所調査結果の概要

（ https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/r02-46-50_kekka-gaiyo01.pdf  最 終 閲 覧

日：2022（令和 4）年 9月 20日） 
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【図表 14-1：労働時間管理の方法①】 

東京都産業労働局「労働時間管理に関する実態調査（概要版）」（平成 29 年 3 月）

（ https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/toukei/koyou/jiccho28_gaiyo.pdf  最

終閲覧日：2022（令和 4）年 9月 21 日） 
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【図表 14-2：労働時間管理の方法②】 

連合総研「第 42 回勤労者短観」https://www.rengo-soken.or.jp/work/index_2.html 最

終閲覧日：2022（令和 4）年 9月 21 日） 

    
 

 

【図表 15：高度プロフェッショナル制度に関する報告の状況】 

厚生労働省ウェブサイト（https://www.mhlw.go.jp/content/000621159.pdf 最終閲覧

日：2022（令和 4）年 10月 31日） 

 

 

※ 制度施行（2019 （平成 31）年 4 月 1 日）から 2022（令和 4）年 3 月 31 日までの間に

受理した決議届のうち、直近のものを用いて集計（ただし、各種情報から制度の廃止を確認した

事業場は除外） 

※ 同一事業場において複数の対象業務がある場合、業務ごとに１事業場としてカウント

し集計しているため、①～⑤の事業場数を足し上げた数と、総計とは一致しない 
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【図表 17-1：ストレスチェックの流れ】 
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【図表 17-2：職業性ストレス簡易調査票】 

「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度マニュアル」（2015（平成 27）年 5月、最

終改訂：2021（令和 3）年 2月）より抜粋 
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【図表 17-3：ストレスチェック結果通知の例】 

「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度マニュアル」（2015（平成 27）年 5月、最

終改訂：2021（令和 3）年 2月）より抜粋 
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【図表 17-4：自殺者の推移】 

第 74 回労働政策審議会安全衛生分科会（2013（平成 25）年 7 月 30 日）資料 3-4「メンタ

ル ヘ ル ス 対 策 に つ い て 」 （ 厚 労 省 ウ ェ ブ サ イ ト 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000013830.html 最終閲覧日：2022（令和 4）年 10

月 6日） 

     

 

【図表 17-5：精神障害の労災補償状況】 

第 74 回労働政策審議会安全衛生分科会（2013（平成 25）年 7 月 30 日）資料 3-4「メンタ

ル ヘ ル ス 対 策 に つ い て 」 （ 厚 労 省 ウ ェ ブ サ イ ト 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000013830.html 最終閲覧日：2022（令和 4）年 10

月 6日） 
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【図表 18-1：健康管理手帳】 

大 阪 労 働 局 ウ ェ ブ サ イ ト

（ https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/

hourei_seido/roudo_eisei/tetyou.html 最終閲覧日：2022年 10月 26日） 

    
 

【図表 19-1：感染症法における感染症の分類】 

分

類 

定義 感染症名 

一

類

感

染

症 

感染力や罹患した場合の重篤性な

どに基づく総合的な観点からみた

危険性が極めて高い感染症 

【法第 6 条第 2 項】エボラ出血熱、クリミア・コ

ンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マー

ルブルグ病、ラッサ熱 

二

類

感

染

症 

感染力や罹患した場合の重篤性な

どに基づく 総合的な観点からみ

た危険性が高い感染症 

【法第 6 条第 3 項】急性灰白髄炎、結核、ジフテ

リア、重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコ

ロナウイルス属ＳＡＲＳコロナウイルスであるも

のに限る）、中東呼吸器症候群（病原体がベータコ

ロナウイルス属ＭＥＲＳコロナウイルスであるも

のに限る）、特定鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１、Ｈ

７Ｎ９） 

三

類

感

染

症 

感染力や罹患した場合の重篤性な

どに基づく 総合的な観点からみ

た危険性は高くないものの、特定

の職業に就業することにより感染

症の集団発生を起こしうる感染症 

【法第 6 条第 4 項】コレラ、細菌性赤痢、腸管出

血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス 

四

類

感

人から人への感染はほとんどない

が、動物、飲食物、衣類、寝具な

どの物件を介して人に感染し、国

【法第 6 条第 5 項】Ｅ型肝炎、Ａ型肝炎、黄熱、

Ｑ熱、狂犬病、炭疽そ、鳥インフルエンザ（特定

鳥インフルエンザを除く）、ボツリヌス症、マラリ
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染

症 

民の健康に影響を与えるおそれの

ある感染症 

ア、野兎と病 

【政令第 1 条の 2】ウエストナイル熱、エキノコッ

クス症、オウム病、オムスク出血熱、回帰熱、キ

ャサヌル森林病、コクシジオイデス症、サル痘、

ジカウイルス感染症、重症熱性血小板減少症候群

（フレボウイルス属ＳＦＴＳウイルスに限る）、腎

症候性出血熱、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、チ

クングニア熱、つつが虫病、デング熱、東部ウマ

脳炎、ニパウイルス感染症、日本紅斑熱、日本脳

炎、ハンタウイルス肺症候群、Ｂウイルス病、鼻

疽そ、ブルセラ症、ベネズエラウマ脳炎、ヘンド

ラウイルス感染症、発しんチフス、ライム病、リ

ッサウイルス感染症、リフトバレー熱、類鼻疽、

レジオネラ症、レプトスピラ症、ロッキー山紅斑

熱 

五

類

感

染

症 

国が感染症発生動向調査を行い、

その結果に基づき必要な情報を国

民や医療関係者などに提供・公開

していくことによって、発生・拡

大を防止すべき感染症 

【法第 6 条第 6 項】インフルエンザ（鳥インフル

エンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く）、

ウイルス性肝炎（Ｅ型肝炎及びＡ型肝炎を除く）、

クリプトスポリジウム症、後天性免疫不全症候群、

性器クラミジア感染症、梅毒、麻しん、メチシリ

ン耐性黄色ブドウ球菌感染症 

【施行規則第 1 条】アメーバ赤痢、ＲＳウイルス

感染症、咽いん頭結膜熱、Ａ群溶血性レンサ球菌

咽頭炎、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症、

感染性胃腸炎、急性弛し緩性麻痺（急性灰白髄炎

を除く）、急性出血性結膜炎、急性脳炎（ウエスト

ナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部

ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリ

フトバレー熱を除く）、クラミジア肺炎（オウム病

を除く）、クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶

血性レンサ球菌感染症、細菌性髄膜炎、ジアルジ

ア症、侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄

膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症、水痘、性

器ヘルペスウイルス感染症、尖圭せんけいコンジ

ローマ、先天性風しん症候群、手足口病、伝染性

紅斑はん、突発性発しん、播種性クリプトコック
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ス症、破傷風、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球

菌感染症、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、百

日咳せき、風しん、ペニシリン耐性肺炎球菌感染

症、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ肺炎、無菌

性髄膜炎、薬剤耐性アシネトバクター感染症、薬

剤耐性緑膿のう菌感染症、流行性角結膜炎、流行

性耳下腺せん炎、淋りん菌感染症 

新

型

イ

ン

フ

ル

エ

ン

ザ

等

感

染

症 

【法第 6 条第 7 項】 

新型インフルエンザ：新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを

病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得し

ていないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に

重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの 

再興型インフルエンザ：かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流

行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興し

たものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していな

いことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な

影響を与えるおそれがあると認められるもの 

新型コロナウイルス感染症：新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロ

ナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲

得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健

康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの 

再興型コロナウイルス感染症：かつて世界的規模で流行したコロナウイルスを病原体と

する感染症であってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労

働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症

に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により

国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの 

指

定

感

染

症 

【法第 6 条第 8 項】一～三類および新型インフルエンザ等感染症に分類されない既知の

感染症の中で、一～三類に準じた対応の必要が生じた感染症（政令で指定、1 年限定） 

新

感

染

症 

【法第 6 条第 9 項】人から人に伝

播すると認められる感染症で、既

知の感染症と症状などが明らかに

異なり、その伝播力および罹患し

た場合の重篤度から判断した危険

〔当初〕 

都道府県知事が、厚生労働大臣の技術的指導・助

言を得て、個別に応急対応する 

 

〔政令指定後〕 
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性が極めて高い感染症 政令で症状などの要件した後に一類感染症に準じ

た対応を行う 

 

【図表 19-2：就業制限の対象となる業務と期間】 

感染症 業務 期間 

エボラ出血熱、クリミア・コン

ゴ出血熱、南米出血熱、マール

ブルグ病及びラッサ熱 

飲食物の製造、販売、調製又は取

扱いの際に飲食物に直接接触す

る業務及び他者の身体に直接接

触する業務 

その病原体を保有しな

くなるまでの期間 

結核 接客業その他の多数の者に接触

する業務 

その病原体を保有しな

くなるまでの期間又は

その症状が消失するま

での期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

重症急性呼吸器症候群（病原体

がベータコロナウイルス属ＳＡ

ＲＳコロナウイルスであるもの

に限る）、中東呼吸器症候群（病

原体がベータコロナウイルス属

ＭＥＲＳコロナウイルスである

ものに限る）、特定鳥インフルエ

ンザ 

飲食物の製造、販売、調製又は取

扱いの際に飲食物に直接接触す

る業務及び接客業その他の多数

の者に接触する業務 

ジフテリア、新型インフルエン

ザ等感染症、痘とうそう、及び

ペスト 

その病原体を保有しな

くなるまでの期間 

上記以外 飲食物の製造、販売、調製又は取

扱いの際に飲食物に直接接触す

る業務 
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【図表 20-1：標識一覧】 

「なくそう！望まない受動喫煙」ホームページ（https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/sign/ 

最終閲覧：2022（令和 4）年 10 月 13日） 

＜喫煙専用室に関する標識＞ 

※左は施設の入口に掲示され、喫煙室があることを示すもの。右は施設内の喫煙室に掲示

されるもの 

 

＜指定たばこ専用喫煙室に関する標識＞ 

※左は施設の入口に掲示され、喫煙室があることを示すもの。右は施設内の喫煙室に掲示

されるもの 

 

＜喫煙目的室に関する標識＞ 

※左は喫煙を目的とするバー、スナック等の施設の入口に掲示され、喫煙目的室があるこ

とを示すもの。真ん中は施設内の喫煙室に掲示されるもの。右は施設の入口に掲示され、

当該施設全体が喫煙目的室であることを示すもの。 
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※左はたばこ販売店の施設の入口に掲示され、喫煙目的室があることを示すもの。真ん中

は施設内の喫煙室に掲示されるもの。右は施設の入口に掲示され、当該施設全体が喫煙目

的室であることを示すもの。 

 

※その場所が公衆喫煙所であることを示すもの 

         

 

＜喫煙可能室に関する標識＞ 

※左は施設の入口に掲示され、喫煙可能室があることを示すもの。真ん中は喫煙可能室に

掲示されるもの、右は施設の入口に掲示され、施設全体が喫煙可能室であることを示すも

の 

 

 

＜その他の標識＞ 

※左はその場所が禁煙であることを示すもの。右はその場所が特定屋外喫煙場所であるこ

とを示すもの。 
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【図表 20-2：ガイドライン別紙 1に基づく技術的基準等の概要】 

特 定 屋 外 喫

煙場所 

①喫煙をすることができる場所が区画されていること。 

②喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること。 

③第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること。 

喫煙専用室 ①たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合すること。 

（ア） 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2 メート

ル毎秒以上であること。 

（イ） たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって

区画されていること。 

 （ウ） たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。 

②喫煙専用室の出入口及び当該喫煙専用室を設置する第二種施設等の主たる

出入口の見やすい箇所に所定の標識を掲示しなければならないこと。 

③喫煙専用室へ 20 歳未満の者を立ち入らせてはならないこと 

指 定 た ば こ

専用喫煙室 

① 指定たばこ（加熱式たばこ）のみ喫煙可能であること。 

②たばこの煙の流出を防止するための技術的基準（上記（ア）乃至（ウ））に

適合すること。 

③指定たばこのみの喫煙をすることができる場所が当該施設等の 1 又は 2 以

上の階の全部の場所である場合における指定たばこの煙の流出を防止するた

めの技術的基準は、②の要件に代えて、指定たばこの煙が、喫煙をすること

ができる階から喫煙をしてはならない階に流出しないよう、壁、天井等によ

って区画されていること。また、喫煙してはならない階へのたばこの煙の流

出を防止するための適切な措置が講じられていること。 

④ 指定たばこ専用喫煙室の出入口及び当該指定たばこ専用喫煙室を設置す

る第二種施設等の主たる出入口の見やすい箇所に所定の標識を掲示しなけれ

ばならないこと。 

⑤ 指定たばこ専用喫煙室へ 20 歳未満の者を立ち入らせてはならないこと。 
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⑥ 当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の営業について広告又は宣伝をす

るときは、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等が指定たばこ専用喫煙室設

置施設等である旨を明らかにしなければならないこと。 

喫煙目的室 ①たばこの煙の流出を防止するための技術的基準（上記（ア）乃至（ウ））に

適合すること。 

② 喫煙目的室の出入口及び当該喫煙目的室を設置する喫煙目的施設の主た

る出入口の見やすい箇所に所定の標識を掲示しなければならないこと。 

③事業者は、喫煙を主たる目的とするバー、スナック等及び店内で喫煙可能

なたばこ販売店にあっては、管理権原者が喫煙目的室設置施設の要件に関す

る事項を帳簿に記載し保存しているか確認すること。 

④ 喫煙目的室へ 20 歳未満の者を立ち入らせてはならないこと。 

⑤ 当該喫煙目的室設置施設の営業について広告又は宣伝をするときは、当

該喫煙目的室設置施設が喫煙目的室設置施設である旨を明らかにしなければ

ならないこと。 

喫煙可能室 ①たばこの煙の流出を防止するための技術的基準（上記（ア）乃至（イ））に

適合すること。ただし、既存特定飲食提供施設の全部の場所を喫煙可能室と

する場合における技術的基準は、これに代えて、喫煙可能室以外の場所にた

ばこの煙が流出しないよう、喫煙可能室が壁、天井等によって当該喫煙可能

室以外の場所と区画されていること。 

②喫煙可能室の出入口及び当該喫煙可能室を設置する既存特定飲食提供施設

の主たる出入口の見やすい箇所に所定の標識を掲示しなければならないこ

と。 

③喫煙可能室へ 20 歳未満の者を立ち入らせてはならないこと。 

④喫煙可能室設置施設が既存特定飲食提供施設の要件に該当することを証明

する床面積や資本金に関する書類を備え保存しなければならないこと。 

⑤当該喫煙可能室設置施設の営業について広告又は宣伝をするときは、当該

喫煙可能室設置施設が喫煙可能室設置施設である旨を明らかにしなければな

らないこと。 

⑥事業者は、喫煙可能室を設置した喫煙可能室設置施設の管理権原者が、施

設等の類型に応じ、都道府県知事（又は市長・区長）に対して届出を行って

いるか確認すること。 
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【図表 20-3：加熱式たばこ】 

国 立 が ん 研 究 セ ン タ ー 「 が ん 情 報 サ イ ト 」

（ https://ganjoho.jp/public/pre_scr/cause_prevention/smoking/tobacco04.html  最

終閲覧：2022（令和 4）年 10月 13日） 

       

【図表 20-4：事業所の取組状況】 

第 75 回労働政策審議会安全衛生分科会（2013（平成 25）年 9 月 25 日）資料 5-7「受動喫

煙 防 止 対 策 関 係 資 料 」 厚 労 省 ウ ェ ブ サ イ ト

（https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000025154.html 最終閲覧：2022（令和 4）年 10

月 13日） 

    

－1841－



分担研究報告書（石﨑由希子） 

310 

 

【図表 20-5：事業所の禁煙・分煙状況】 

2020 （ 令 和 2 ） 年 度 の 労 働 安 全 衛 生 調 査 （ 事 業 所 調 査 ）

（https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/r02-46-50_kekka-gaiyo01.pdf 最終閲覧：

2022（令和 4）年 9月 20日） 

 

 

【図表 20-6：受動喫煙者の割合と受動喫煙により不快・体調悪化を感じる者の割合】 

厚生労働省ウェブサイト（https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/list46-50.html 最終閲

覧：2022（令和 4）年 10月 14日）において公表されている労働安全衛生調査（2012（平成

24）年までは労働者健康状況調査）を元に筆者作成 

 

年 ほとんど 

毎日ある 

ときどき 

ある 

計 不快・体調悪

化を感じる 

全労働者に

占める割合 

2007（平成 19） 32.8％ 32.3％ 65.0％ － 30.7％ 

2012（平成 24） 23.2％ 28.6％ 51.8％ － 27.1％ 

2013（平成 25） 22.0% 25.7% 47.7% － 19.2％ 

2015（平成 27） 12.2% 20.6% 32.8% － 18.4％ 

2016（平成 28） 13.4% 21.3% 34.7% 内 37.1％ 12.9％ 

2017（平成 29） 13.5% 23.8% 37.3% 内 38.8％ 14.5％ 

2018（平成 30） 9.3％ 19.6％ 28.9％ 内 43.2％ 12.5％ 

2020（令和 2） 7.6 % 12.5% 20.1% 内 39.2％ 7.87％ 

2021（令和 3） 8.4% 12.3% 20.7% 内 41.1％ 8.51％ 

※なお、2015（平成 27）年までの調査では、（A）「『職場での喫煙に関して』不快に感じること、
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体調が悪くなること」の有無の結果のみが示されており、（B）受動喫煙があると回答する者のう

ち、「不快に感じること、体調が悪くなることがある」と回答する者の割合は示されていない。

また、2020（令和 2）年の調査では、（A）の結果は示されていない。（A）（B）双方のデータが示

されている調査結果の数値も踏まえると、（A）の数値は、（B）の数値から算出される数値よりも

数パーセント高く、（A）には自らの喫煙により体調の悪化を自覚する者の回答も含まれることが

推察される。図表では、2016（平成 28）年以降は、受動喫煙があると回答する者のうち、「不快

に感じること、体調が悪くなることがある」と回答する者の労働者全体に占める割合を算出し、

記載している。 

 

【図表 20-7 健康増進法の体系】 

厚生労働省ウェブサイト（https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000744289.pdf 最

終閲覧：2022（令和 4）年 10月 13日） 
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1 定義については、畠中信夫「労働安全衛生法のはなし」（中災防ブックス、2019（令和元）

年）284頁、浜田直樹「中小企業の安全衛生管理体制の整備と労働者の健康の保持増進対策

の充実等」時の法令 1341号 43－44頁（1988（昭和 63）年）、公益社団法人日本作業環境

測定協会『作業環境測定ガイドブック 0総論』（日本作業環境測定協会、2019（令和元）

年）3頁等参照。 
2 公益社団法人日本作業環境測定協会・前掲書（総論編）3頁。 
3 三柴丈典ほか「厚生労働省厚生労働科学研究費補助金労働安全衛生総合研究事業 リスク

アセスメントを核とした諸外国の労働安全衛生制度の背景・特徴・効果とわが国への適応

可能性に関する調査研究」〔三柴丈典〕（2014年度（平成 26年度）～2016年度（平成 28

年度））10 頁。 
4 公益社団法人日本作業環境測定協会・前掲書（総論編）3頁。 
5 労務行政研究所編『労働安全衛生法（改訂 2版）』（労務行政、2021年（令和 3年））

545-565 頁。 
6 畠中信夫・前掲書 285頁。 
7 公益社団法人日本作業環境測定協会編『作業環境測定のための労働衛生の知識』（2019

（令和元）年）18頁図表（原典は、輿・労働安全衛生課編『労働衛生管理とデザイン・サ

ンプリングの実務（改訂版）』4頁（一般社団法人日本作業環境測定協会、1983（昭和 58）

年））を基に石﨑作成。 
8 独立行政法人労働者健康安全機構・労災疾病等医学研究普及サイト（職業性呼吸器疾患）

（https://www.research.johas.go.jp/jinpai/02.html 最終閲覧日：2020（令和 2）年 3

月 1日）。 
9 一般社団法人日本鉄リサイクル工業会ウェブサイト 

（https://www.jisri.or.jp/recycle/technology.html 最終閲覧日：2020（令和 2）年 3

月 9日）及び一般社団法人日本鉄鋼連盟ウェブサイト

（https://www.jisf.or.jp/kids/shiraberu/index.html最終閲覧日：2020（令和 2）年 3

月 9日）参照。 
10 中嶋隆吉ウェブサイト「紙への道」

（https://dtp-bbs.com/road-to-the-paper/paper/about-paper-005-3.html最終閲覧日：

2020（令和 2）年 3月 9日）参照。ウェブサイト開設者は、王子製紙株式会社を定年退職後、

中越パルプ工業株式会社において勤務している者である。 
11 放射線には非電離放射線（電波、マイクロ波、赤外線、可視光線、紫外線）もある。 
12 環境省ウェブサイト

（https://www.env.go.jp/chemi/rhm/h28kisoshiryo/h28kiso-01-03-02.html 最終閲

覧：2021（令和 3）年 3月 17日）。 
13 公益社団法人日本作業環境測定編『労働衛生工学とリスク管理』（公益社団法人日本作

業環境測定協会、2009（平成 21）年）169・170頁。 
14公益社団法人日本作業環境測定・前掲書（労働衛生の知識）66頁〔高田勗・門脇武博〕。 
15 環境省ウェブサイト

（https://www.env.go.jp/chemi/rhm/h30kisoshiryo/h30kiso-02-03-07.html／

https://www.env.go.jp/chemi/rhm/h29kisoshiryo/h29kiso-02-03-05.html 最終閲覧

日：2021（令和 3）年 3月 17日）参照。 
16 なお、同じ時に「事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のため

のガイドライン」（平成 25 年 4月 12日・基発 0412 第 2号）が策定されている。 
17 第 1回化学物質管理に係る専門家検討会（2022（令和 4）年 8月 31日）資料 4-2。 
18 「実務家のための労働安全のサイト」（柳川行雄）
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（https://osh-management.com/document/information/special-organic-solvent/ 最終

閲覧日：2022（令和 4）年 10月 21日）、オリエンタル技研工業株式会社ウェブサイト「安

全管理者必見！「特定化学物質障害予防規則」徹底解説」

（https://www.orientalgiken.co.jp/solution/compliance_scs.html 最終閲覧日：2022

（令和 4）年 10 月 21 日）。 
19 コークス炉業務に従事した者において肺がんの発生が認められたことなどを踏まえ（「タ

ール・ピッチ障害予防対策の促進について・昭和 48・7・12基発第 408号」）、労働安全

衛生法施行令の一部を改正する政令（昭和 50・1・14政令第４号）により、「コークス炉

上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場」が

作業環境測定の対象とされるとともに、健康管理手帳を交付する業務に「製鉄用コークス

又は製鉄用発生炉ガスを製造する業務（コークス炉上において若しくはコークス炉に接し

て又はガス発生炉上において行う業務に限る。）」がそれぞれ追加されている。 
20 損害賠償請求事件・福岡地小倉支判平成 28・4・14LEX/DB25542776。 
21 2020（令和 2）年 3月 18 日に実施した後藤博俊氏への聞き取り調査に基づく。 
22 横浜西労基署長等事件・横浜地判昭和 56・2・25労判 359号 30頁（鉛蓄電池製造作業に

携わってた者について労災不支給処分を取り消した事案）。 
23 厚生労働省パンフレット「なくそう！酸素欠乏症・硫化水素中毒」参照。 
24 第 1回化学物質管理に係る専門家検討会（2022（令和 4）年 8月 31日）資料 4-2。 
25 第 72回国会衆議院社会労働委員会第 24号昭和 49年 5月 14日〔渡邊健二（政府委員）〕 
26 労務行政研究・前掲書 584 頁。告示については、実質的に法規命令の補充たる性格をも

つ場合もあれば、国民の権利義務関係に影響しない行政規則としての性格を持つ場合も

あり、いずれに当たるかは具体的に判断することが必要とされるが（塩野宏『行政法Ⅰ

〔第 6版〕』（有斐閣、2015（平成 27）年）112頁）、作業環境測定基準は前者にあた

ると解される。 
27 公益社団法人日本作業環境測定編（編集委員長：山田親久）『作業環境測定の実務の進

め方』（公益社団法人日本作業環境測定、2018（平成 30）年）100・101頁〔飛鳥滋執筆〕。 
28 2020（令和 2）年 3月 18 日に実施した後藤博俊氏（一般社団法人日本労働安全衛生コン

サルタント会顧問、労働省労働省環境改善室長、岐阜労働基準局長、兵庫労働基準局長等

歴任）に対する聞き取り調査に基づく。 
29 公益社団法人日本作業環境測定協会・前掲書（総論編）11頁。 
30 公益社団法人日本作業環境測定協会・前掲書（総論編）12頁。 
31 公益社団法人日本作業環境測定協会・前掲書（総論編）13頁。 
32 公益社団法人日本作業環境測定協会・前掲書（総論編）32頁。 
33 公益社団法人日本作業環境測定協会・前掲書（総論編）25頁。 
34 厚生労働省「個人サンプラーを活用した作業環境管理のための専門家検討会報告書」

（2018（平成 30）年 11月 16日）。 
35 公益社団法人日本作業環境測定協会・前掲書（総論編）75頁。 
36 日本カノマックス株式会社ウェブサイト 

（http://www.kanomax.co.jp/technical/detail_0039.html 最終閲覧日：2020（令和 2）

年 2月 29日）。 
37 公益社団法人日本作業環境測定協会・前掲書（総論編）101頁以下。日本カノマックス株

式会社ウェブサイト（http://www.kanomax.co.jp/technical/detail_0028.html 最終閲覧

日：2020（令和 2）年 1月 12日）、厚生労働省平成 28年度第 1回トンネル建設工事の切羽

付近における作業環境等の改善のための技術的事項に関する検討会（2016（平成 28）年 11

月 30日）資料 1－1（https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000145103.html 最終閲覧日：

2020（令和 2）年 2月 1日）。 
38 環境リサーチ株式会社ウェブサイト
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（https://www.kankyo-research.co.jp/equipment/xrd.php 最終閲覧日：2022（令和 4）

年 10月 28日）。 
39 公益社団法人日本作業環境測定編・前掲書（実務の進め方）35頁表 2.4分析方法の概要

〔渋谷雅紀執筆〕。 
40 株式会社日立ハイテクサイエンスウェブサイト

（https://www.hitachi-hightech.com/hhs/products/tech/ana/aa/basic/index.html最終

閲覧日：2020（令和 2）年 1月 13日）。 
41 公益社団法人日本作業環境測定協会・前掲書（総論編）138頁。 
42 公益社団法人日本作業環境測定協会・前掲書（総論編）141頁。 
43 公益社団法人日本作業環境測定協会・前掲書（総論編）142頁。 
44 一般社団法人日本分析機器工業会ウェブサイト〔小森亨一（（株）島津製作所）執筆〕

（https://www.jaima.or.jp/jp/analytical/basic/chromatograph/principle/ 最終閲覧

日：2022（令和 4）年 10月 28日）、株式会社島津製作所ウェブサイト

（https://www.an.shimadzu.co.jp/hplc/support/whatis_hplc.htm 最終閲覧日：2022（令

和 4）年 10 月 28日）、環境リサーチ株式会社ウェブサイト

（https://www.kankyo-research.co.jp/equipment/gc-ms.php 最終閲覧日：2022（令和 4）

年 10月 28日）。 
45 公益社団法人日本作業環境測定協会・前掲書（総論編）149頁。 
46 公益社団法人日本作業環境測定・前掲書（総論編）121頁、前掲書（実務の進め方）35

頁表 2.4〔渋谷雅紀〕。 
47 以上の他、目の水晶体などの被ばくなど、深さや入射方向についても評価する必要があ

る場合の量として方向性線量当量という概念もある。 
48 環境省ウェブサイト

（https://www.env.go.jp/chemi/rhm/h30kisoshiryo/h30kiso-02-03-08.html 最終閲覧

日：2021（令和 3）年 3月 17日）参照。 
49 ATOMICAウェブサイト（https://atomica.jaea.go.jp/dic/detail/dic_detail_999.html 

最終閲覧日：2021（令和 3）年 3月 17日）参照（記事の登録は 2001（平成 13）年 9 月）。 
50 公益社団法人日本作業環境測定協会編『作業環境測定ガイドブック 2 電離放射線関係

（第 3版）』79－95 頁（2008（平成 20）年）。検出器の説明については、日本電気計測器

工業会ウェブサイト（https://www.jemima.or.jp/tech/6-02-02.html 最終閲覧日：2021

（令和 3）年 3月 16 日）。 
51 第 6回眼の水晶体の被ばく限度の見直し等に関する検討会（2019（令和元）年 8月 1日）

議事録〔中村吉秀（公益社団法人日本アイソトープ協会）〕。 
52 経緯につき、第 6回眼の水晶体の被ばく限度の見直し等に関する検討会（2019（令和元）

年 8月 1日）議事録及び同検討会資料 2（公益社団法人日本アイソトープ協会 中村吉秀提

出資料）参照。本文中に挙げた事情の他、個人線量計であるフィルムバッジについては、

2011（平成 23）年を最後に日本国内でのフィルムバッジの取扱いがなくなり、フィルムバ

ッジ関連 JIS が廃止されたこと、熱ルミネセンス線量計測装置や蛍光ガラス線量計測装置

が JISにおいて「受動形個人線量計測装置並びに環境線量計測装置」として統合されたこ

となども挙げられている。 
53 日本電気計器工業会ウェブサイト（https://www.jemima.or.jp/tech/6-03-02-06.html 

最終閲覧日：2021（令和 3）年 3月 18日）。 
54 公益社団法人日本作業環境測定協会・前掲書（作業環境測定ガイドブック 2）13・14頁。 
55 この方法では、核種の同定が可能なので、試料中に含まれる核種が未知の場合あるいは

複数の核種が存在している場合にも、着目する核種の放射能を求めることが一般に可能で

ある（公益社団法人日本作業環境測定協会・前掲書（作業環境測定ガイドブック 2）14頁。 
56 公益社団法人日本作業環境測定協会・前掲書（作業環境測定ガイドブック 2）6－8頁、
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欅田尚樹「放射性物質を取り扱う作業室における作業環境測定」産業医科大学雑誌 29巻 4

号 444頁（2007（平成 17）年）。 
57 一見芳明「作業環境測定の現状と測定法（放射線作業環境における線量当量率及び放射

性物質濃度測定の現状）」RADIOISOTOPES 55号 224（44）頁（2006（平成 18）年）。 
58 以上につき、(独)労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所吉川直孝氏の助言及び令

和元年度第 1回トンネル建設工事の切刃付近における作業環境等の改善のための技術的事

項に関する検討会（2019（令和元）年 6月 26日）資料 4－1「トンネル工事における粉じん

測定及び換気等に関する文献について」7－8頁（厚生労働省ウェブサイト 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05356.html 最終閲覧日：2020年 1月 11日）参照。 
59 平成 28年度第 1回トンネル建設工事の切羽付近における作業環境等の改善のための技術

的事項に関する検討会（2016（平成 28）年 11月 30日）議事録〔田中安全衛生部長〕 
60 同検討会の委員である井上聡（弁護士）によれば、同検討会設置の背景には、トンネル

じん肺の被害者を原告とする全国トンネルじん肺根絶訴訟において、国の規制権限不行使

を認める判決（損害賠償請求事件・東京地判平成 18・7・7判時 1940号 3頁、損害賠償請

求事件・熊本地判平成 18・7・13訟務月報 55巻 3号 797頁、損害賠償請求事件・仙台地判

平成 18・10・12 訟務月報 55巻 3号 1367頁等）が出されたこと、これを受けて、2007（平

成 19）年 6月 18日には、切羽付近における粉じん濃度測定について、個人サンプラーによ

る粉じん濃度測定の方法、及び作業環境測定方式に準じた粉じん濃度測定の方法について

調査研究をし、これを踏まえて、粉じん則改正に結び付けることを内容とする政治合意が

されていたこともあるとする（平成 28年度第 1回トンネル建設工事の切羽付近における作

業環境等の改善のための技術的事項に関する検討会（2016（平成 28）年 11月 30日）議事

録〔井上聡〕）。 
61 第 72回国会衆議院社会労働委員会第 24号（1974（昭和 49）年 5月 14日）会議録〔渡邊

健二（政府委員）〕。 
62 第 75回国会衆議院社会労働委員会第 12号（1975（昭和 50）年 4月 15日）会議録〔東村

金之助（政府委員）〕。 
63 公益社団法人日本作業環境測定協会ウェブサイト

（https://www.jawe.or.jp/other/gaiyo.html?id=history 最終閲覧日：2020（令和 2）年

3月 16日）。 
64 第 72回国会衆議院社会労働委員会第 24号（1974（昭和 49）年 5月 14日）会議録〔中西

正雄（政府委員）〕。 
65 木村嘉勝＝松尾幸夫＝畠中信夫＝沼野雄志＝輿重治「座談会 作業環境測定法 20年を迎

えて」作業管理 17巻 1号４頁（1996（平成 8）年）15頁〔畠中信夫〕。 
66 木村＝松尾＝畠中＝沼野＝輿・前掲座談会 15・16頁〔沼野雄志〕。なお、登録時の住所

は、労働（基準）局において保管されているとの発言として、同・座談会 16頁〔木村嘉勝〕。 
67 以下については、松尾幸夫主筆、片岡輝男＝木村嘉勝編『政策担当者が語る 労働安全

衛生施策の歩み』（労働調査会、2012（平成 24）年）7⁻13頁〔松尾幸夫執筆〕、16-28頁

〔松尾幸夫執筆〕、76-87 頁〔後藤博俊＝唐沢正義＝木村嘉勝執筆〕、輿重治「わが国に

おける作業環境管理の変遷と作業環境測定（上）・（下）」作業環境 32巻 1号 50頁、同 2

号 51頁以下（2011（平成 23）年）。同「講演 作業環境管理の歴史的変遷」労働衛生工学

47号 57頁（2008（平成 20）年）、木村嘉勝＝松尾幸夫＝畠中信夫＝沼野雄志＝輿重治「座

談会 作業環境測定法 20年を迎えて」作業管理 17巻 1 号４頁（1996（平成 8）年）参照。 
68 日本において、1178 通達の起草に関わった石川知福は、昭和 13年に公刊した『塵埃衛生

の理論と実際』の中で、日本で初めて作業環境測定及びその改善の必要性を主張していた。

なお、同書では、粉じんの恕限度を「作業場内に発散している粉じん濃度に対する濃度の

基準」と定義していた。 
69 内藤榮治郎＝沼野雄志「作業環境測定士の生い立ち」作業環境 23巻 1号 15頁（2002（平

－1847－



分担研究報告書（石﨑由希子） 

316 

 

 

成 14）年）〔内藤榮次郎発言〕。 
70 松尾主筆・前掲書 28頁〔松尾幸夫執筆〕。 
71 検知管は、昭和 21 年（1946 年）に北川徹三らにより、当初は硫安肥料の製造用に開発さ

れていたが、これが徐々に普及したことを受けたものである（堀江正知「産業医と労働安

全衛生法の歴史」産業医科大学雑誌 35巻 10頁（2013（平成 25）年）。 
72 松尾幸夫主筆・前掲書 11 頁〔松尾幸夫執筆〕。 
73 輿・前掲論文（上）52頁。 
74 輿・前掲論文（下）51頁、同・前掲論文（講演）59頁。 
75 生活関連化合物の遺伝毒性データベース（石館基（日本環境変異原学会・日本がん学会・

中央労働災害防止協会名誉会員、医学博士））

（https://www.j-ems.org/the-mutants/mo-ishidate/Mutagenicity-RolesinTesting.html 

最終閲覧日：2022（令和 4）年 10月 22日）。 
76 2020（令和 2）年 2月 19 日厚労科研安全衛生法学プロジェクト第 8回会議における唐沢

正義先生のご発言による。 
77 輿・前掲論文（上）52頁、松尾主筆・前掲書 79頁〔後藤博俊＝唐沢正義＝木村嘉勝執筆〕。 
78 内藤榮治郎＝沼野雄志・前掲対談 19頁〔内藤榮治郎発言〕。 
79 輿・前掲論文（上）52頁、同・前掲論文（講演）59頁。 
80 第 72回国会衆議院社会労働委員会第 24号（1974（昭和 49）年 5月 14日）会議録〔島本

虎三〕〔多賀谷真稔〕、第 75回国会衆議院社会労働委員会第 12号（1975（昭和 50）年 4

月 15日）〔金子みつ〕。 
81 第 72回国会衆議院社会労働委員会第 24号（1974（昭和 49）年 5月 14日）会議録〔渡邊

健二（政府委員）〕。 
82 作業環境測定法の適用対象となる事業場の規模、数に照らし、10000 人程度の測定士の養

成が見込まれていた（第 75回国会衆議院社会労働委員会第 12号（1975（昭和 50）年 4月

15日）会議録〔中西正雄（政府委員）〕）。 
83 畠中・前掲書 290頁。 
84 松尾主筆・前掲書 83頁〔後藤博俊＝唐沢正義＝木村嘉勝執筆〕。 
85 吉田一彦「職業性疾病対策の充実強化」時の法令 1003号 15頁（1978（昭和 53）年）。 
86 沿革について、輿・前掲論文（下）53頁、同・前掲論文（講演）57頁、松尾主筆・前掲

書 85-87 頁〔後藤博俊＝唐沢正義＝木村嘉勝執筆〕。 
87 輿・前掲論文（下）53頁、松尾主筆・前掲書 10頁参照〔松尾幸夫執筆〕。 
88 輿・前掲論文（下）51-52 頁（2011（平成 23）年）。 
89 改正内容については、同検討会の座長を務めた城内博『こう変わる化学物質管理 法令

順守型から自律的な管理へ』（中央労働災害防止協会、2022（令和 4）年）。 
90 2003（平成 15）年から 2018（平成 30）年の間に管理濃度が引き下げられた 35物質のう

ち、28物質については 5割超引き下げられ、7物質は 1割以下になっているとされる。第 1

回職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会議事録（2019（令和元）年 9月 2

日〔課長補佐〕。 
91 松尾主筆・前掲書 37-39頁参照〔松尾幸夫執筆〕。 
92 松岡三郎「職業病と法律―クロム禍判決を契機に」法学セミナー323号 22頁（1982（昭

和 57）年）、日本化学工業事件・東京地判昭和 56・9・28判時 1017号 34頁における事実

認定等参照。 
93 松尾主筆・前掲書 35頁参照〔松尾幸夫執筆〕。 
94 中央労働災害防止協会ウェブサイト「写真と年表で辿る産業安全運動 100年の軌跡」

（https://www.jisha.or.jp/anzen100th/nenpyou04.html 最終閲覧日：2020（令和 2）年

1月 11日）。家内労働者は労働基準法が適用されず、内職者たちが治療費を工面する余裕

もなく病状を悪化させていることも多く、労働省は 1961（昭和 36）年に「家内労働に関す
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る行政措置」を通達、1970（昭和 45）年には「家内労働法」を公布、施行した。 
95 ベンゼン及びトルエンを溶剤としているビニールのグラビア印刷事業所における症例に

ついては、野見山一生ほか「ベンゼン・トルエン使用小工場の女子従業員にみられた再生

不良貧血 3例について」産業医学 6款 11-12号 685頁（1964（昭和 39）年）。このケース

は、日中は事業所で高濃度のトルエンにばく露し、夜間は溶剤蒸気が充満している事業所

の 2階・3階に居住しているというものであった。また、小型抵抗器の塗装業務に従事して

いた 23歳の女子労働者が 7年 11カ月の勤務の末、再生不良貧血により死亡した例を紹介

するものとして、東京タイムズ・産業病取材班編『現代の産業病―その実態と方向を探る』

（中央労働災害防止協会、1970（昭和 45）年）174-175頁。 
96 竹内康浩「ノルマルヘキサン中毒（1）」産業医学ジャーナル 39号 85頁（2016（平成 28）

年）。 
97 東京タイムズ・産業病取材班編・前掲書 184-185頁。 
98 江戸川区ウェブサイト

（https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e024/kurashi/kankyo/johochosa/cr6.html 最終

閲覧日：2020（令和 2）年 2月 4日）、江東区ウェブサイト

（https://www.city.koto.lg.jp/380303/machizukuri/sekatsu/dojoosen/7331.html 最

終閲覧日：2020（令和 2）年 2月 4日） 
99 東京タイムズ・産業病取材班編・前掲書 48頁。 
100 東京タイムズ・産業病取材班編・前掲書 43・44頁。 
101 松尾主筆・前掲書 36頁。 
102 症例については、山村行夫＝高倉淳＝平山二三夫＝山内博＝吉田稔「航空機用燃料タン

ク清掃作業において発生した四エチル鉛中毒」産業衛生 17巻 223頁（1975（昭和 50）年）。 
103 小畑史子「労働安全衛生法規の法的性質（3）」法学協会雑誌 5巻 99号 112頁（1995（平

成 7）年）。三柴丈典「使用者の健康・安全配慮義務」『講座労働法の再生第 3巻 労働条

件論の課題』（日本評論社）（2017（平成 29）年）273－296頁は、安全配慮義務が、安衛

法上明文の規定がなくともその趣旨を踏まえた対応をとる義務が安全配慮義務の一内容と

なりうることについて論証する。 
104 2021（令和 3）年 11 月 19日における玉泉孝次氏（近畿労務安全衛生研究所所長）から

の情報提供による。 
105 2021（令和 3）年 11 月 19日における玉泉孝次氏（近畿労務安全衛生研究所所長）から

の情報提供及び同月 21日における篠原耕一氏（労働衛生コンサルタント）からの情報提供

による。 
106 労務行政研究所編・前掲書 551頁、畠中・前掲書 288頁。 
107 第１回化学物質管理に係る専門家検討会 （2022（令和 4）年 9月 1日）議事録〔学物

質国際動向分析官〕。 
108 公益社団法人日本作業環境測定協会・前掲書（総論編）126・127頁。 
109 「この人に聞く 輿重治氏 管理濃度の設定の経緯と今後の課題」作業環境 25巻 1号

13頁（2004（平成 16）年）〔輿重治発言〕 
110 松尾主筆・前掲書 13頁〔松尾幸夫執筆〕。 
111 輿・前掲論文労働衛生工学 47号 61頁、輿「職場の環境評価－環境測定結果の評価基準

をめぐって－」日本医師会雑誌 86巻 12号（1981（昭和 56）年）1529 頁。 
112 公益社団法人日本作業環境測定協会・前掲書（総論編）162-166頁。 
113 公益社団法人日本作業環境測定協会・前掲書（総論編）159-161頁。同・前掲書（実務

の進め方）92頁以下〔飛鳥滋執筆〕。 
114 B測定の第 2管理水準とされている 1.5倍という数値は、作業環境測定に係る 116のデ

ータをもとに設定されたものであるが、改めて検証する必要があることを指摘するものと

して、「この人に聞く 輿重治氏 管理濃度の設定の経緯と今後の課題」作業環境 25巻 1
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号 18頁（2004（平成 16）年）。 
115 なお、管理区分が不明又は初めて作業環境測定を行う単位作業場所において、女性作業

環境測定士がサンプリングを行った結果、第三管理区分となった場合には改正女性則違反

とはならないが、第三管理区分となった単位作業場所については、区分が改善され、第 2

管理区分以上となったことが確認されるまで女性作業環境測定士はサンプリング業務に就

くことはできない。以上につき、厚労省への照会結果を掲載したとする公益社団法人日本

作業環境測定協会ウェブサイト（https://www.jawe.or.jp/sokutei/jyosei.html 最終閲

覧日：2020（令和 2）年 2月 28 日）参照。 
116 このときの改正により、タンク、船倉内などで規制対象の化学物質を取り扱う業務で、

呼吸用保護具の使用が義務付けられている業務についても、同様に女性労働者の就業禁止

が定められている。 
117 以下、輿・前掲論文（下）52頁、松尾幸夫主筆・前掲書 153-154頁以下〔松尾幸夫執筆〕。 
118 佐野久綱「塩化ビニルの発がん性と各国の対応」第一経大論集 7巻 1号 20-21頁（1977

（昭和 52）年）。 
119 厚生労働省「平成 13年労働環境調査の概況」（厚労省ウェブサイト

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/saigai/anzen/kankyou01/1-3.html 最

終閲覧日：2020（令和 2）年 2月 10日）「平成 18年労働環境調査の概況」（厚労省ウェブ

サイト https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/saigai/anzen/06/05.html 最

終閲覧日：2020（令和 2）年 2月 10日）、「平成 26年労働環境調査の概況」（厚労省ウェ

ブサイト https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/h26-46-50b.html 最終閲覧日：2020年 2

月 10日）参照。 
120 2021（令和 3）年 11 月 19日における玉泉孝次氏（近畿労務安全衛生研究所所長）から

の情報提供による。 
121 2021（令和 3）年 11 月 21日における篠原耕一氏（労働衛生コンサルタント）からの情

報提供による。 
122 日本産業衛生学会産業衛生技術部会「化学物質の個人ばく露測定のガイドライン」では、

良い方から「1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3」の管理区分を設定しており、「1A, 1B, 1C」は作業

環境測定の第 1管理区分、「2A, 2B」は第 2管理区分、「3」は第 3管理区分に相当する。

管理区分 2B と 3では「対策を行う」、管理区分 2A では「更なるばく露低減措置に努める」

とし、法定の作業環境測定よりも厳しい管理としている。 
123 平成 29年度第１回個人サンプラーを活用した作業環境管理のための専門家検討会（2017

（平成 29）年 10 月 31 日）資料 1－3「平成 22～25 年度作業環境における個人ばく露測定

に 関 す る 実 証 的 検 証 事 業 」 （ 厚 労 省 ウ ェ ブ サ イ ト

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000183612.html 最終閲覧日：2020（令和 2）年 2

月 11日）。 
124 厚労省ウェブサイト

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000094161.html 最終閲覧日：

2020（令和 2）年 2月 11日）参照。概要については、平成 29年度第１回個人サンプラーを

活用した作業環境管理のための専門家検討会（2017（平成 29）年 10月 31日）参考資料 1

－2「平成 28年度健康診断・作業環境測定結果相関調査業務報告書」参照（厚労省ウェブ

サイト https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000183612.html 最終閲覧日：2020（令和

2）年 2月 11日）。 
125 「この人に聞く 沼野雄志氏 環境改善を考えて 50年」作業環境 24巻 5号 26頁（2003

（平成 15年）〔沼野雄志発言〕、木村嘉勝＝松尾幸夫＝畠中信夫＝沼野雄志＝輿重治「座

談会 作業環境測定法 20年を迎えて」作業管理 17巻 1号４頁（1996（平成 8）年）〔畠中
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信夫発言〕。 
126  「この人に聞く 輿重治氏 管理濃度の設定の経緯と今後の課題」作業環境 25巻 1号

16頁（2004（平成 16）年）〔輿重治発言〕。 
127 第１回職場における化学物質管理の今後のあり方に関する検討会議事録（2010（平成 22）

年 1月 19日）〔名古屋座長発言〕 
128 「この人に聞く 輿重治氏 管理濃度の設定の経緯と今後の課題」作業環境 25巻 1号

17頁（2004（平成 16）年）〔輿重治発言〕では、作業者がはんだ付け作業中に顔を前に 10

㎝程出していることにより、マスクについた有害物質（鉛）の濃度が他の者と比べて数倍

高くなっているケース等において作業方法（作業姿勢）の見直しが必要になることが指摘

されている。 
129 労務行政研究所編・前掲書 554頁。 
130 同基準は、「業務上腰痛の認定基準等について」（昭和 51・10・16基発第 750号）にお

いて、その後の医学的情報等に基づく改正が行われ、現行基準とされている。 
131 「キーパンチャー等上肢作業にもとづく疾病の業務上外の認定基準について」（昭和 50・

2・5基発第 59号）。 
132 中央労働災害防止協会編『安全衛生運動史－安全専一から 100年』（中央労働災害防止

協会、2011（平成 23）年）403頁。 
133 松尾幸夫主筆・前掲書 49 頁〔松尾幸夫執筆〕。 
134 タイピストの右母指腱鞘炎及び頸肩腕障害発症について、業務起因性を認めた裁判例と

しては日本メール・オーダー事件・東京地決昭和 49・10・4判時 765号 105頁が存在する。   
135 熊野電報電話局事件・名古屋高判昭和 63・3・30判時 1286号 73頁（最判平成 4・7・14

労判 615号 9頁により双方からの上告棄却）では、電話交換手であった原告労働者の症状

につき、加齢に伴う変形性頸椎症に因るものと業務起因性の頸肩腕症候群が競合している

とした上で、一定期間の症状に限定して、業務起因性を認めている。 
136 労務行政研究所編・前掲書 555・556頁。 
137 第 83回労働政策審議会安全衛生分科会資料 2－2「高気圧作業安全衛生規則の一部を改

正する省令案要綱の概要」。 
138 小島泰史（潜水医学の専門医）「【連載コラム】もっと知りたいダイビング医学 第 2

回 減圧症～ダイバーが知っておくべきこと その 1～」Marin Diving Web

（https://marinediving.com/safety_diving/kojima_2/ 最終閲覧：2022（令和 4）年 10

月 20日）。 
139 第 83回労働政策審議会安全衛生分科会資料 2－2「高気圧作業安全衛生規則の一部を改

正する省令案要綱の概要」。 
140 イミダスウェブサイト

（https://imidas.jp/genre/detail/A-123-0084.html#:~:text=%E6%BD%9C%E5%87%BD%E5%B

7%A5%E6%B3%95%E3%81%AF%E3%80%81%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E6%A7%8B%E9%80%A0,%E3%81%AE%E3

%81%A7%E3%80%81%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%B3%E5%B7%A5%E6%B3%95%E3%81%A8%E

3%82%82%E5%91%BC%E3%81%B0%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%80%82 最終閲覧：2020（令和 2）年

12月 28日）参照〔本田秀一執筆〕。 
141 オリエンタル白石株式会社ウェブサイト

（http://www.orsc.co.jp/tec/newm_v2/ncon02.html#01 最終閲覧日：2020（令和 2）年

12月 28日） 
142 労務行政研究所編・前掲書 556頁。 
143 労務行政研究所編・前掲書 556頁。 
144 森松嘉孝ほか「改正高気圧作業安全衛生規則と労働衛生」産業衛生学雑誌 60巻 2号（2018

（平成 30）年）41頁、池田知純「改正高気圧作業安全衛生規則の問題点」日本高気圧環境・

潜水医学会雑誌 51巻 3号（2016（平成 28）年）110頁。 

－1851－



分担研究報告書（石﨑由希子） 

320 

 

 
145 不動弘幸『潜水士試験 徹底研究（改訂 4版）』（オーム社、2021（令和 3）年）110

頁。 
146 第 6回高気圧作業安全衛生規則改正検討会（2011（平成 23）年 6月 19日）議事録〔眞

野喜洋座長〕。なお、2021年度の本報告書において、計算式に従わないことにより本条違

反となると記載した部分は誤りであった。確認不足について謝罪するとともに訂正させて

頂く。 
147 厚生労働省労働基準局・高気圧作業安全衛生規則改正検討会「報告書」（2014（平成 26）

年 2月 21日）8頁。 
148 2013（平成 25）年 6月 19 日・第６回高気圧作業安全衛生規則改正検討会議事録〔濱本

主任中央労働衛生専門官〕。 
149 2013（平成 25）年 6月 19 日・第６回高気圧作業安全衛生規則改正検討会議事録〔濱本

主任中央労働衛生専門官〕。 
150 森松嘉孝ほか・前掲論文 42頁、池田知純・前掲論文 114頁。 
151 なお、代田英夫「潜水病の一治例」岡山医学会雑誌 29巻 335号 909頁（1917年）には、

潜水病の報告は「本邦ニ於イテハ甚ダ少ナキ」とある。 
152 東京タイムズ・産業病取材班編・前掲書 80－81頁。例えば、太田良実＝松永等「減圧症

における骨変化の種々相（第１報）」整形外科と災害外科 15巻 1号 68頁（1965年）。 
153 西日本新聞朝刊 2018年 5月 17 日（https://www.nishinippon.co.jp/item/n/416881/ 

2021（令和 3）年 2月 12日最終閲覧） 
154 東京タイムズ・産業病取材班編・前掲書 78－79、84－85頁。 
155 2013（平成 25）年 6月 19 日・第６回高気圧作業安全衛生規則改正検討会議事録〔毛利

元彦（日本海洋事業株式会社顧問・産業医）〕。 
156 結果については、社団法人日本潜水協会「平成 18年度安全委員会潜水の安全に関するア

ンケート調査 調査結果報告書」（2007（平成 19）年 3月）82頁。2012（平成 24）年 7月

30日・第 4回高気圧作業安全衛生規則改正検討会資料「高圧則改正において検討すべき課

題について 2」（自衛隊中央病院提出）。 
157 畠中信夫・前掲書 293頁。 
158 独立行政法人労働者健康安全機構「労災疾病等医学研究普及サイト：振動障害」

（https://www.research.johas.go.jp/sindou/03.html 最終閲覧：2021（令和 3）年 2月

14日）。 
159 この頃の調査研究として、山田信也「チェン・ソーの振動による白ろう病」労働の科学

20巻 12号 20頁（1965（昭和 40）年）。 
160 上記通達の規定内容が安全配慮義務の内容になるとした上で、義務違反を認定した裁判

例として、三菱重工神戸造船所事件・神戸地判平成 6・7・12判例時報 1518号 41頁、同事

件・大阪高判平成 11・3・30労判 771号 62頁参照。なお、同判決においては、原告の主張

を受ける形で安衛法第 65条の 4も安全配慮義務の内容になることについての言及もある。

チェンソー以外の振動工具の利用による振動障害の発生について、通達発出以前の 1965（昭

和 40）年には社会問題化していたことやその後の学会の動向を踏まえて、1969（昭和 44）

年末以降については、予見可能性が認められると判断した。なお、チェンソー等の使用に

よる振動障害発症について、1965（昭和 40）年以前は予見可能性がないと判断するものと

して、林野庁高知営林局事件・最判平成 2・4・20労判 561号 6頁参照。 
161 宮下和久＝竹村重輝「日本における手腕振動障害対策のこれまでとこれから」日本職業・

災害医学会会誌 67巻 5号 377頁（2019（平成 31）年） 
162 労務行政研究所・前掲書 558頁。 
163 この点に関しては、本分担報告書の森晃爾「健康診断制度の現状と課題」も参照。 
164 鎌田耕一「安全配慮義務の履行請求」水野勝先生古稀記念論文集刊行委員会編『労働保

護法の再生』（信山社、2005（平成 17）年）395頁は、「労働安全衛生法規が、労働者の
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ために事業者に一定の作為義務を課している場合」に履行請求ができるとしており、本条

について、労働者が本条所定の要件に該当することを主張すれば、健康診断の履行を請求

できるとする。 
165 小畑史子「労働安全衛生法規の法的性質」法学協会雑誌 112巻 5号 109・110頁（1995

（平成 7）年）は、私法的権利を認めることで総合的見地からの積極的行政に足枷をはめる

ことになることが懸念されるとして、安衛法違反に基づく損害賠償請求権や履行請求権の

成立を否定する。 
166 なか卯事件・名古屋地半田支判平成 25・9・10判時 2220号 75頁は、雇入れ健診の不実

施について、雇用期間が 1年間であった労働者について、更新可能性を考慮しても、雇入

時点で「常時使用する労働者」に当たらないと判示した。なお、当該労働者は、雇用後 6

ヶ月が経過する前に脳幹出血により死亡しており、遺族らは過重業務及び健康診断不実施

等を理由として安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求をしていたが、業務の過重性は認

められないことなどから請求は棄却されている。 
167 目的の記載については、厚生労働省「労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のあり方

に関する検討会 報告書」（2016（平成 28）年 12月 28日）、労働省労働衛生課編『一般

健康診断ハンドブック』（中央労働災害防止協会、2000（平成 12）年）。 
168 伊藤直人「分担研究報告書 特定業務従事者健康診断のあり方の検討」厚生労働省労災

疾病臨床研究事業費補助金研究『特定業務従事者の健康診断等の労働安全衛生法に基づく

健康診断の諸課題に対する実態把握と課題解決のための調査研究 総合研究報告書』（研

究代表者：森晃爾）（2020（令和 2）年 3月）では、産業医を対象とするアンケート調査結

果（有効回答数：269 名）を踏まえた上で、特定業務従事者健診の対象業務の一部を含む有

害要因のばく露業務については、特殊健診と一本化することが望ましい旨、他方、深夜業

務については従前どおりの年 2回の健診を行うことが望ましい旨の結論を導いている。 
169 労働安全衛生法における特殊健康診断等に関する検討会（2013（平成 25）年 8月 1日）

議事録〔圓藤委員、化学物質評価室長補佐〕。 
170 2021（令和 3）年 11 月 19日における玉泉孝次氏（近畿労務安全衛生研究所所長）から

の情報提供による。 
171 2021（令和 3）年 11 月 19日における玉泉孝次氏（近畿労務安全衛生研究所所長）から

の情報提供による。 
172 2022（令和 4）年 10 月 26 日における唐沢正義氏からの情報提供に基づく。 
173 労務行政研究所・前掲書 565頁。 
174 奈良労働局ウェブサイト

（https://jsite.mhlw.go.jp/nara-roudoukyoku/var/rev0/0113/2718/jinpai.pdf 最終

閲覧日：2022（令和 4）年 11月 4日）。 
175 畠中信夫・前掲書 307・308頁。 
176 畠中信夫・前掲書 308頁。 
177 本規定は、後述のように、労基法制定当時から設けられていたが、寺本廣作『労働基準

法解説』（1998（平成 10）年、信山社（1948（昭和 23年）、時事通信社から出版されたも

のの復刻版））272頁は、健康診断の必要性と労働者の自由権を調整するために設けられた

ものであると説明する。 
178 なお、1919（大正 8）年に制定された結核予防法に基づく健康診断は既に実施されてい

た。 
179 労働省編『労働行政史第 1巻』（労働法令協会、1961（昭和 36）年）629・630 頁、633・

634 頁 
180 労働省編・労働行政史第 1巻 372頁、378－379頁。 
181 同規定及びその後の変遷については、堀江正知「産業医と労働安全衛生法の歴史」産業

医科大学雑誌 35 巻 5頁（2013（平成 25）年）参照。 
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182 労働省編・労働行政史第 1巻 656頁。 
183 労働省編・労働行政史第 1巻 1030-1032頁。 
184 中川一郎『詳細 改正労働安全衛生規則』（三晃社）32頁。 
185 伊藤直人＝吉田彩夏＝森晃爾「特定業務従事者健康診断の実施対象となる業務とその基

準に関する歴史的変遷」産業衛生学雑誌 60巻 1号 6頁（2020（令和 2）年）。 
186 第 92回帝国議会貴族院労働基準法案特別委員会第 2号（1947（昭和 22）年 3月 22日）

〔渡邉覺造・種田虎雄発言〕。 
187 第 92回帝国議会貴族院労働基準法案特別委員会第 2号（1947（昭和 22）年 3月 22日）

〔吉武惠市（政府委員）発言〕 
188 寺本廣作・前掲書 272頁。 
189 堀江正知・前掲論文 6頁。 
190 堀江正知・前掲論文 11頁。 
191 労働省労働衛生課編・前掲書（一般健康診断ハンドブック）29・30頁。 
192 畠中信夫・前掲書 304頁。 
193 畠中信夫・前掲書 305頁。 
194 「労働安全衛生法における胸部エックス線検査等のあり方検討会」報告書（2006（平成

18）年 8月）。 
195 労働省編・労働行政史第 1巻 372頁。 
196 厚生労働省『平成 26 年版厚生労働白書健康長寿社会の実現に向けて～健康・予防元年～』

10-11頁。 
197 2021（令和 3）年 11 月 19日における玉泉孝次氏（近畿労務安全衛生研究所所長）から

の情報提供による。 
198 2021（令和 3）年 11 月 19日における玉泉孝次氏（近畿労務安全衛生研究所所長）から

の情報提供による。 
199 2021（令和 3）年 11 月 19日における玉泉孝次氏（近畿労務安全衛生研究所所長）から

の情報提供による。 
200 私企業の事案にそのまま適用できないとする見解として、砂押以久子「労働者の健康情

報とプライバシー」季労 209号 36頁（2005（平成 17）年）。 
201 空港グランドサービス（AGS）・日航事件・東京地判平成 3・3・22労判 586号 19頁は、

労働者が選択した医療機関の診断結果に疑問があるような場合でそのことについて合理的

理由が認められる場合、安全配慮義務を尽くす必要上、使用者の指定医の診察を指示する

ことができ、労働者はこれに従う義務があるとする。もっとも、その後、労働者にこうし

た義務があるか否かにかかわらず、受診拒否によって、安全配慮義務を尽くすべき手段を

労働者自らの意思によって退けられた以上、これにより安全配慮義務を尽くすことができ

なくなる限度において、義務違反の責任の全部又は一部を免れると判断し、2割の過失相殺

を認めている。 
202 トッパンメディアプリンテック東京事件・東京地立川支判平成 28・11・15労経速 2301

号 3頁，大建工業事件・大阪地決平成 15・4・16労判 849号 35頁参照。京セラ事件・東京

高判昭和 61・11・13 判時 1216 号 137頁（期間満了による退職扱いの不当労働行為該当性

を否定）。 
203 東芝（うつ病・解雇）事件・最判平成 26・3・24労判 1094号 22頁参照。 
204 ティー・エム・イーほか事件・東京高判平成 27・2・26労判 117号 5頁は、過重負荷が

大きくないなかで労働者が自殺したという事案の下、健康診断において精神面の不調を訴

えておらず、うつ病に罹患しているとの診断書等を提出したことがないとしても、「安全

配慮義務の一環として、亡労働者や家族に対し、「単に調子はどうかなど抽象的に問うだ

けでなく、より具体的に、どこの病院に通院していて、どのような診断を受け、何か薬等

を処方されて服用しているのか、その薬品名は何かなど尋ねるなどして、不調の具体的内
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容や程度等についてより詳細に把握し、必要があれば…産業医等の診察を受けさせるなど

した上で、…体調管理が適切に行われるように配慮し、指導すべき義務があった」とし、

義務違反を肯定する（ただし、自殺との因果関係は否定し、慰謝料 200万円のみを認容）。

同判決は病名や薬品名など精神的不調にかかる「生の情報」の収集すら使用者に求める点

でやや珍しい裁判例といえる。 
205 三柴丈典『労働者のメンタルヘルス情報と法－情報取扱い前提条件整備義務の構想』（法

律文化社、2018（平成 30）年）290頁以下。 
206 河野奈月「労働者の健康情報の取扱いをめぐる規制の現状と課題」季労265号103頁（2019

（令和元）年）。 
207 内山博之「深夜労働者の健康管理と労働現場での化学物質の管理を充実」時の法令 1601

号 26頁（1999（平成 11）年）。 
208 濱口桂一郎『労働法政策』（労働政策研究・研修機構、2018（平成 30）年）487・489

頁。 
209 日本産業衛生学会交代勤務委員会「夜勤・交代制勤務に関する意見書」産業医学 20巻

308 頁（1973（昭和 53）年）。 
210 厚生労働省ウェブサイト（https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/49-22_4.pdf 

最終閲覧：2021（令和 3）年 2月 16 日）。 
211 労務行政研究所・前掲書 576頁。 
212 2021（令和 3）年 11 月 19日における玉泉孝次氏（近畿労務安全衛生研究所所長）から

の情報提供による。 
213 2021（令和 3）年 11 月 21日における篠原耕一氏（労働衛生コンサルタント）からの情

報提供による。 
214 増田嗣郎「職場の健康管理の充実」1537号 47頁（1996（平成 8）年）。 
215 この点の指摘について、濱口桂一郎・前掲書 487頁。 
216 上畑鉄之丞『過労死の研究』（日本プランニングセンター、1993（平成 5）年）177頁で

は、「過労死はもともと一家の大黒柱を失い、明日の生活の不安に直面した家族の労働災

害補償を求める悲痛な叫びの中から生まれた用語で、必ずしも医学的に厳密なものではな

い」と指摘されている。なお、具体的なエピソードについては、全国過労死を考える家族

の会編・青山恵構成『日本は幸福か 過労死・残された 50人の妻たちの手記』（教育史料

出版会、1991（平成 3）年）。 
217 上畑鉄之丞 「過労死の医学的考察」過労死弁護団全国連絡会議『過労死（国際版）KAROSHI』 

（窓社、1990（平成 2）年）88 頁。 
218 上畑鉄之丞・前掲書 17・18頁。 
219 労災認定基準の変遷については、徐婉寧『ストレス性疾患と労災救済－日米台の比較法

的考察』（信山社、2014（平成 26）年）298-307頁。 
220 例えば、大日本印刷・新宿労働基準監督署長事件・東京高判平成 3・5・27労判 595号

67頁は、24 時間隔日交替制勤務のロッカー室管理人が脳出血により死亡した事案の下、当

該労働者に高血圧症があることを踏まえつつ、業務起因性を肯定している。同判決では、

死亡 2か月前の勤務状況や精神的不安や緊張感を伴う業務の性質が過重労働の判断にあた

り考慮されている。また、茨木労基署長（関西幹線整備）事件・大阪高判平成 6・3・18労

判 655号 54 頁でも、高血圧症を有する労働者の脳出血による死亡につき、数か月間にわた

る夜勤、交代勤務による睡眠不足や、不自然な姿勢による作業、寒暖差が脳出血の共働原

因であるとして業務起因性を肯定している。 

他方、中央田中電機・品川労働基準監督署長事件・東京高判平成 2・8・8労判 569号 51

頁（同事件・最判平成 3・3・5労判 583号 6頁により確定）は、「特に過重な業務である

かどうかの判断に当たっては、死亡当日や死亡前一週間の状況のみではなく、日常業務に
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比べて重い業務への就労期間が相当長期にわたる場合は、右期間全体の状況を検討して決

すべきである」とした。ただし、「重い業務への就労が一定期間継続した場合に、そのこ

とが当然に発症や死亡の原因となると推認するべきであると解するのは合理的ではない。

相当因果関係の有無は、事例毎に、業務の重さの程度や疾病の種類を総合的に考慮して判

断するべきである」とも判事し、結論において業務起因性を否定している。 

 また、名古屋南労基署長（矢作電設）事件・名古屋地判平成 6・8・26労判 654号 9頁は、

1987（昭和 62）年通達が、過重性判断にあたり基準とする「同僚又は同種労働者」につい

て、「当該被災労働者の年齢、具体的健康状態等を捨象して、基礎疾患、健康等に問題の

ない労働者を想定しているとすれば、それは、多くの労働者がそれぞれ高血圧その他健康

上の問題を抱えながら日常の業務に従事しており、しかも、高齢化に伴いこうした問題を

抱える者の比率が高くなるといった社会的現実の存することが認められることを考慮する

と、業務過重性の判断の基準を社会通念に反して高度に設定しているものといわざるを得

ない」と指摘し、高血圧症の労働者が脳出血により死亡した事案の下で業務起因性を認め

ている。 
221 第 136回国会参議院労働委員会第 10号（1996（平成 8）年 5月 14日）〔松原亘子政府

委員発言〕では、労災補償保険法の改正をめぐる議論の中での答弁であるが、過労死の労

災認定件数が、1992（平成 4）年度 18件、1993（平成 5）年度 31件、1994（平成 6）年度

32件、1995（平成 7）年度、76 件と増加傾向にあること、1995（平成 7）年 2月から 1996

（平成 8）年 3月末では 90 件となっており、労災認定基準の改正による影響が一定程度う

かがわれることを述べている。 
222 なお、京都南労働基準監督署事件・大阪高判平成 7・4・27労判 679号 46頁は、長距離

トラックの運転手がくも膜下出血を発症して死亡した事案について、死亡前約 4週間の拘

束時間が長時間であること等を踏まえ、労災不支給決定の取り消しを認めた。同事案にお

いて、死亡した労働者は基礎疾病として脳動脈瘤を抱えていたが、業務の過重性とそれが

夜間であり、緊張を伴うという性質こそが、脳動脈瘤の血管壁を自然的経過を超えて急激

に脆弱化させた原因であるとして、業務起因性を認めた。名古屋南労基署長（東宝運輸）

事件・名古屋地判平成 7・9・29 労判 684号 26頁もまた、高血圧症に罹患していたセミト

レーラー運転手がくも膜下出血を発症して死亡した事案について、死亡前約 4週間の勤務

状況等を勘案して、業務起因性を認め、労災不支給決定を取り消している。さらに、梅田

運輸・帯広労働基準監督署長事件・釧路地判平成 8・12・10労判 709号 20頁もまた、高血

圧症のトレーラー運転手の運転中の脳出血およびその後の死亡につき、発症 42日前から 15

日前の間の過重な業務が相対的有力原因となったことを認めている。 
223 平成 19年の自殺統計以降、原因・動機を最大 3つまで上げることができるようになって

いるため、それ以前との比較には注意が必要となる。 
224 第 136回国会参議院労働委員会第 5号（1996（平成 8）年 4月 11日）〔武田節子発言〕。 
225 寺本廣作・前掲書 272頁。 
226 吉田一彦「職業病疾病対策の充実強化」時の法令 1003 号 21頁（1977（昭和 52）年）。 
227 第 139回労働法学会大会における堀江正知氏（産業医科大学）による報告内容に基づく。 
228 2021（令和 3）年 11 月 19日における玉泉孝次氏（近畿労務安全衛生研究所所長）から

の情報提供による。 
229 なお、鎌田耕一・前掲論文 400頁は、使用者が協議に応ずべき地位にあることの確認請

求及び仮処分申請は可能であるとする。 
230 労務行政研究所・前掲書 583頁、畠中信夫・前掲書 316頁。 
231 2021（令和 3）年 11 月 19日における玉泉孝次氏（近畿労務安全衛生研究所所長）から

の情報提供によれば、昭和 49年ころの新任監督官の本省研修においてこのように説明され

ていたという。 
232 第 14回労働政策審議会安全衛生分科会(2004（平成 16）年 11月 10日)資料 3を元に作
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成。 
233 2021（令和 3）年 11 月 19日における玉泉孝次氏（近畿労務安全衛生研究所所長）から

の情報提供による。 
234 労務行政研究所・前掲書 586頁。 
235 榎並工務店（脳梗塞死損害賠償）事件・大阪地判平成 14・4・15労判 858号 105頁、同

事件控訴審・大阪高判平 15・5・29 労判 858号 98頁は、深夜業従事者に対して、適切な頻

度で定期健康診断がなされておらず、医師の意見聴取や産業医の選任されていなかったこ

とについて、安全配慮義務違反が認められたケースであるが、「要治療や要二次検査の所

見が出た労働者が病院に行くことができるよう、作業の日程を調整したことはな」かった

ことについても安全配慮義務違反を認定するにあたり、言及されている。 
236 システムコンサルタント事件・東京高判平 11・7・28労判 770号 58頁は、過重業務によ

り引き起こされた脳出血及びこれに基づく死亡について安全配慮義務違反が認められた事

案であるが、死亡した労働者が、健康診断結果の通知を受けており、自らが高血圧であっ

て治療が必要な状態であることを知っていた上、勤務先から精密検査を受けるよう指示さ

れていたにもかかわらず、全く精密検査を受診したり、あるいは医師の治療を受けること

をしなかったことについて、「自らの健康の保持について、何ら配慮を行っていない」と

して、過失相殺（5割。なお、高血圧であるとの素因による減額を含む）が認められている。

なお、過重業務であったとしても、数年間にわたって病院に行くための一日ないし半日の

休暇すら取ることができない程多忙であったとまではいえないと判示されている。 
237 第 162回国会衆議院厚生労働委員会第 36号（2005（平成 17）年 7月 27日）〔青木豊政

府参考人〕 
238 第 14回労働政策審議会安全衛生分科会議事録（2004（平成 16）年 11月 10日）〔讃井

委員（使用者側委員）〕。 
239 第 13回労働政策審議会安全衛生分科会議事録（2004（平成 16）年 10月 21日）、第 14

回同分科会議事録（2004（平成 16）年 11月 10日〔いずれも讃井委員（使用者側委員）〕。 
240 第 13回労働政策審議会安全衛生分科会議事録（2004（平成 16）年 10月 21日）〔金子

委員（使用者側委員）〕。 
241 第 13回労働政策審議会安全衛生分科会議事録（2004（平成 16）年 10月 21日）〔讃井

委員、金子委員（使用者側委員）〕、第 14回同分科会議事録（同年 11月 10日〔いずれも

讃井委員（使用者側委員）〕。第 15回同分科会議事録（同年 11月 29日）、第 17回同分

科会議事録（同年 12 月 22 日）〔讃井委員、伊藤委員（使用者側委員）〕 
242 第 13回労働政策審議会安全衛生分科会議事録（2004（平成 16）年 10月 21日）〔労働

衛生課長〕。 
243 第 13回労働政策審議会安全衛生分科会議事録（2004（平成 16）年 10月 21日）、第 14

回同安全衛生分科会議事録（同年 11 月 10日）、第 15回同分科会議事録（同年 11月 29日）、

第 17回同分科会議事録（同年 12 月 22日）〔労働衛生課長〕。 
244 第 15回労働政策審議会安全衛生分科会議事録（2004（平成 16）年 11月 29日）〔和田

委員〕。 
245 第 15回労働政策審議会安全衛生分科会議事録（2004（平成 16）年 11月 29日）〔伊藤

委員、讃井委員（使用者側委員）〕。 
246 第 16回労働政策審議会安全衛生分科会議事録（2004（平成 16）年 12月 13日）〔労働

衛生課長〕。 
247 第 16回労働政策審議会安全衛生分科会議事録（2004（平成 16）年 12月 13日）〔労働

衛生課長〕。 
248 第 16回労働政策審議会安全衛生分科会議事録（2004（平成 16）年 12月 22日）〔伊藤

委員（使用者側委員）〕。 
249 第 17回労働政策審議会安全衛生分科会議事録（2004（平成 16）年 12月 27日）〔労働
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衛生課長〕。 
250 労働政策審議会「働き方改革実行計画を踏まえた今後の産業医・産業保健機能の強化に

ついて（建議）」（2017（平成 29）年 6月 6日）。 
251 なお、うつ病による精神状態からすれば、職場復帰にあたり自己の病状等を報告し難い

面があることは否めないとしつつ、職場復帰が亡 Aの希望によるものであったことや、Y社

と亡 Aとの面談において、体調は回復傾向にあることを伝えていたこと等を捉えて、3割の

過失相殺を認めた裁判例として、JFEスチールほか事件・東京地判平成 20・12・8労判 981

号 76頁がある。 
252 同制度については、「賃金と労働時間のリンク、割増賃金というものと全く切り離して

設ける」制度として説明がされている。第 122回労働政策審議会労働条件分科会（2015（平

成 27）年 1月 16 日）議事録〔村山労働条件政策課長〕。 
253 自己申告を利用できる場合がそれほど少なくないことを示唆するとの理解について、豊

岡啓人「労働時間把握・管理のための制度と対応上の留意点」ビジネス法務 21巻 7号 17

頁（2021（令和 3）年）。 
254 拙稿「雇用型テレワークに係る労働法上の課題」季労 274号 17-18頁（2021（令和 3）

年）。 
255 自己申告がベースになるとはいえ、労働時間規制（とりわけ割増賃金規制）との関係で

通算を引き続き求めることは、結局、副業先での労働時間の過少申告や非雇用型副業・兼

業への誘導に繋がり、かえって実態を見えにくくなるおそれがあると考える。この点に関

し、拙稿「副業・兼業者の労働時間管理と健康確保」季労 269号 10頁（2020（令和 2）年）。 
256 健康管理の観点からの労働時間把握が必要ではないかとの点について、拙稿・前掲論文

季労 269号 9頁以下参照。なお、労働時間規制において通算していながら、健康確保規制

において通算しないことにつき、両規制の目的の共通性から一貫性を欠くと指摘するもの

として、長谷川聡「『副業・兼業の促進に関するガイドライン』の労働時間・健康管理ル

ールの特徴と課題」労旬 1979号 23頁（2021（令和 3）年）。本業先の指示に基づかない副

業・兼業の場合、労働者に副業・兼業実態等使用者が認識しにくい就業上のリスクについ

て自己申告を行う機会の提供までは法令で使用者に求め、それ以外は産業医との面談（安

衛則第 14条の 4第 2項参照）等を通じた把握や事業者への伝達等の仕組みで対処すること

を提案するものとして、三柴丈典「副業・兼業者、フリーランスに対する安全衛生法政策

に関する試論」労働法学研究会報 2728号 9頁（2020（令和 2）年）。 
257 労働時間把握に係る規制の展開については、拙稿「労働時間把握・管理に関する法的検

討」『今後の労働時間法制のあり方を考える調査研究報告書』（連合総研）121頁（2022

（令和 4）年）も参照。 
258 寺本廣作『労働基準法解説』（信山社、1996（平成 8）年）381頁（『労働基準法解説』

（時事通信社、1948（昭和 23）年）の復刻版）。 
259 厚生労働省労働基準局「『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関す

る基準』について」季労 198号 74頁（2002（平成 14）年）。 
260 濱口桂一郎「テレワークの法政策」季労 271号 201頁（2020（令和 2）年）は、上記基

準につき、健康確保の視点は現れていないとする。また、第 124回労働政策審議会労働条

件分科会（2015（平成 27）年 2月 6日）議事録〔村山労働条件政策課長〕は、基本的に適

正な割増賃金の支払いや、適切な賃金台帳への労働時間の記入の担保という観点から発出

されている通達と説明する。 
261 第三の柱との関係では、事業主団体に対して労働時間の適正把握について、「心の健康

づくり」の推進や長時間労働の背景になっている取引慣行（短納期発注、発注内容の頻繁

な変更等）の是正と併せて、緊急要請を行っている。 
262 なお、第 189回国会には、野党側議員から、労働時間管理台帳や時間外労働等管理規程

の作成や時間外労働等管理委員会の設置を罰則付きで使用者に義務付ける労働基準法の一
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部を改正する法律案（参法第 6号）も提出されていた。 
263 第 192回国会衆議院厚生労働委員会第 10号（2016（平成 28）年 12月 2日）会議録（井

坂信彦委員に対する塩崎厚生労働大臣の答弁）。 
264 第 196回国会参議院予算委員会第 5号（2018（平成 30）年 3月 2日）会議録（小池晃委

員）。 
265 第 196回国会参議院予算委員会第 5号（2018（平成 30）年 3月 2日）会議録（加藤雅信

厚生労働大臣）。 
266 第 196回国会参議院予算委員会第 2号（2018（平成 30）年 1月 31日）会議録、第 196

回国会衆議院予算委員会第 5号（2018（平成 30）年 2月 5日）会議録等。 
267 第 196回国会衆議院予算委員会第 13号（2018（平成 30）年 2月 19日）会議録。 
268 第 196回国会衆議院厚生労働委員会第 4号（2018（平成 30）年 3月 23日）会議録（山

井和則委員）。 
269 朝日新聞 2016（平成 28）年 10 月 8日朝刊。 
270 第 192回国会衆議院厚生労働委員会第 10号（2016（平成 28）年 12月 2日）会議録。 
271 朝日新聞 2016（平成 28）年 10月 14日夕刊、同月 15日朝刊、同年 11月 7日夕刊、同月

8日朝刊。 
272 朝日新聞 2016（平成 28）年 12 月 29日朝刊。 
273 朝日新聞 2017（平成 29）年 7月 13日朝刊。 
274 朝日新聞 2017（平成 29）年 10 月 7日朝刊、同月 21日朝刊。 
275 朝日新聞 2017（平成 29）年 1月 30日朝刊。 
276 朝日新聞 2019（令和元）年 12 月 15日朝刊。なお、是正勧告の対象は 2018（平成 30）

年中の法令違反であり、３６協定の上限（原則月 45時間、特別条項により月 75時間）を

超える違法残業（最長月 156時間超）をさせていたことや月 75時間に延長するのに必要な

事前申請をしなかったこと、安全衛生委員会の運営に際し産業医を関与させていなかった

ことや使用者側委員が半数を超えていたことなどがその対象となっている。 
277 朝日新聞 2017（平成 29）年 12 月 26日夕刊、同月 27日朝刊。 
278 朝日新聞 2017（平成 29）年 3月 4日朝刊、同年 4月 5日朝刊。 
279 朝日新聞 2017（平成 29）年 5月 27日朝刊。 
280 以下の記述は、朝日新聞 2019（令和元）年 9月 27日朝刊、同年 11月 22日朝刊。 
281 朝日新聞 2015（平成 27）年 12 月 16日朝刊及び第 180回国会衆議院厚生労働委員会第 2

号（2012（平成 24）年 3月 7日）会議録。 
282 「全国過労死を考える家族の会」ウェブサイト（https://karoshi-kazoku.net/about.html 

最終閲覧：2022（令和 4）年 10 月 17日）。 
283 例えば、第 192 回国会衆議院厚生労働委員会第 10号（2016（平成 28）年 12月 2日）会

議録（長尾敬委員）。 
284 第 180回国会衆議院厚生労働委員会第 2号（2012（平成 24）年 3月 7日）会議録。 
285 同様の判断をするものとして、無洲事件・東京地判平成 28・5・30労判 1149号 72頁（毎

月 80時間超の時間外労働の事案、慰謝料 30万円）参照。 
286 「『日本再興戦略』改訂 2014」（2014（平成 26）年 6月 24日閣議決定）。 
287 厚生労働省ウェブサイト（https://www.mhlw.go.jp/content/000621159.pdf 最終閲覧

日：2022（令和 4）年 10月 31日）。 
288 第 17回労働政策審議会安全衛生分科会議事録（2004（平成 16）年 12月 22日）〔労働

衛生課長〕。 
289 2021（令和 3）年 11 月 21日における篠原耕一氏（労働衛生コンサルタント）からの情

報提供による。 
290 厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する検討会報告書」

（2014（平成 26）年 12月 17日）。 
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291 濱口桂一郎「メンタルヘルスの法政策」季労 232号 162頁（2011（平成 23）年）、同『日

本の労働法政策』（労働政策研究・研修機構、2018（平成 30）年）493頁、鈴木俊晴「ス

トレスチェック制度の意義と問題点」季労 250号 11頁（2015（平成 27）年）。 
292 第 46回労働政策審議会安全衛生分科会（2010（平成 22）年 11月 4日）議事録〔高橋（信）

委員〕。 
293 第 46回労働政策審議会安全衛生分科会（2010（平成 22）年 11月 4日）議事録〔労働衛

生課長〕。 
294 第 48回労働政策審議会安全衛生分科会（2010（平成 22）年 11月 22日）議事録〔労働

衛生課長〕。 
295 第 46回労働政策審議会安全衛生分科会（2010（平成 22）年 11月 4日）議事録〔市川委

員〕。 
296 第 48回労働政策審議会安全衛生分科会（2010（平成 22）年 11月 22日）議事録及び資

料 3。 
297 第 74回労働政策審議会安全衛生分科会（2013（平成 25）年 7月 30日）議事録。 
298 ヒアリング対象となったのは、精神科七者懇談会を代表する中村純氏及び日本産業衛生

学会理事の川上憲人氏である。精神科七者懇談会とは、日本精神神経学会、日本精神科病

院協会、日本精神神経科診療所協会、精神医学講座担当者会議、日本総合病院精神医学会、

全国自治体病院協議会、国立精神医療施設長協議会という精神科医の集まりである。 
299 第 75回労働政策審議会安全衛生分科会（2013（平成 25）年 9月 25日）議事録〔泉労働

衛生課長〕。 
300 第 83回労働政策審議会安全衛生分科会（2014（平成 26）年 3月 25日）議事録。 
301 第 83回労働政策審議会安全衛生分科会（2014（平成 26）年 3月 25日）議事録〔新谷

委員〕。併せて、三者構成の審議会である労政審の軽視や形骸化につながりかねないとの

懸念が示されている。 
302 警察庁生活安全局生活安全企画課「平成 21年中における自殺者の概要資料」（2010（平

成 22）年 5月）。他の年度の資料を含めて警察庁ウェブサイト

（https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/jisatsu.html 最終閲

覧：2022（令和 4）年 10月 4日）において閲覧可能。 
303 厚生労働省ウェブサイト（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26394.html最終閲覧

日：2022（令和 4）年 10月 6日）。 
304 2021（令和 3）年 11 月 19日における玉泉孝次氏（近畿労務安全衛生研究所所長）から

の情報提供による。 
305 厚生労働省ウェブサイト

（https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172107.html#:~:text=%E3%80%90%E3%82%B9%E

3%83%88%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E5%88%B6%E5%BA%A6%

E3%81%AE%E5%AE%9F%E6%96%BD%E7%8A%B6%E6%B3%81%EF%BC%88%E6%A6%82%E8%A6%81%EF%BC%89

%E3%80%91&text=%E3%83%BB%20%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%81%E3%82%A

7%E3%83%83%E3%82%AF%E5%AE%9F%E6%96%BD%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%A0%B4,%E3%81%AE%E5%89

%B2%E5%90%88%E3%81%AF0.6%EF%BC%85%E3%80%82 最終閲覧日：2022（令和 4）年 9月 21日）。 
306 全衛連ウェブサイト

（https://www.zeneiren.or.jp/cgi-bin/pdfdata/20211004101358.pdf 最終閲覧日：2022

（令和 4）年 10 月 5日）。 
307 なお、厚生労働省の「ストレスチェック制度実施マニュアル」では、高ストレス者の判

定基準として「合計点方式」、「素点換算表方式」の 2 つの方法を示しており、全衛連で

は事業者の希望に応じていずれかの方式による判定をしているが、上記結果は「素点換算

表方式」により計算したものである。 
308 村松容子「ストレスチェック後、高ストレス者が面談を受けない理由」ニッセイ基礎研
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究所ウェブサイト

（https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=61493?pno=2&site=nli 最終閲覧

日：2022（令和 4）年 10月 5日）。 
309 坂本哲也「安全で快適な職場環境を」時の法令 805 号 12-13 頁（1972（昭和 47）年）。 
310 令和 4年度第 1回労働安全衛生法における特殊健康診断等に関する検討会（2022（令和

4）年 10月 26日）資料 1参照。2022（令和 4）年 10月 26日における唐沢正義氏からの情

報提供においても、従来から、健康管理手帳の交付対象業務については、当該職業病との

因果関係が疫学的調査結果やこれに関連する作業環境の実態等によって明確であるものに

限定して規定されてきているとの指摘を受けた。 
311 2022（令和４）年度第 1回労働安全衛生法における特殊健康診断等に関する検討会

（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28789.html 最終閲覧日：2022（令和 4）年 10月

31日）。 
312 令和 4年度第 1回労働安全衛生法における特殊健康診断等に関する検討会（2022（令和

4）年 10月 26日）資料 2-2 参照。 
313 「労働基準法研究会第 3小委員会報告」（1971（昭和 46）年 7月 13日）。 
314 令和 4年度第 1回労働安全衛生法における特殊健康診断等に関する検討会（2022（令和

4）年 10月 26日）資料 1。 
315 森由弘＝粟井一哉＝荒川裕佳子＝頼富昌和＝宮崎真二郎＝藤原伸代＝広瀬絵美子＝三谷

のぞみ＝厚井文一「アスベスト健康管理手帳の取得経緯と健康被害に関する意識調査」日

本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 17巻 1号 63頁（2007（平成 19）年）。 
316 岡實『工場法論（改訂増補 3版）』（有斐閣、1917（大正 6）年）385頁、399頁。 
317 労務行政研究所・前掲書 632頁。 
318 労務行政研究所・前掲書 634頁。 
319 岡實・前掲書 402頁。なお、肺結核による就業禁止が定められることで、工場法の適用

外の工場に転職する可能性を指摘し、社会政策による対応が必要であるとする。 
320 岡・前掲書 223・224頁。 
321 2021（令和 3）年 11 月 19日における玉泉孝次氏（近畿労務安全衛生研究所所長）から

の情報提供による。 
322 厚生労働省ウェブサイト

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_

00007.html#Q1 最終閲覧：2022（令和 4）年 10月 17日）。 
323 国立がん研究センター「がん情報サイト」

（https://ganjoho.jp/public/pre_scr/cause_prevention/smoking/tobacco04.html 最

終閲覧：2022（令和 4）年 10月 13日）。 
324 「受動喫煙防止対策助成金の手引きについて」の改正について（基安労発 0510第 2号）

の他、厚生労働省ウェブサイト

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html 最終閲覧：

2022（令和 4）年 10 月 13 日） 
325 厚生労働省ウェブサイト

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049989.html 最終閲覧：

2022（令和 4）年 10 月 13 日）。 
326 厚生労働省ウェブサイト

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anze

n/kitsuen/index.html 最終閲覧：2022（令和 4年）10月 13日）。 
327 本条の制度史に関しては、濱口桂一郎「たばこのけむりの労働法政策」季労 238号 140

頁（2012（平成 24）年）、濱口桂一郎『日本の労働法政策』（日本労働政策研究・研修機

構、2018（平成 30）年）498頁以下。 
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328 第 2回職場における受動喫煙防止対策に関する検討会（2009（平成 21）年 9月 30日）

議事録〔望月委員（国立がんセンター研究所たばこ政策研究プロジェクトリーダー〕。 
329 第 2回職場における受動喫煙防止対策に関する検討会（2009（平成 21）年 9月 30日）

議事録〔土肥委員（三井化学（株）本社健康管理室長 統括産業医）〕。 
330  第 3回職場における受動喫煙防止対策に関する検討会（2009（平成 21）年 11月 9日）

議事録によれば、相澤座長から「責務の在り方で、『義務』という言葉に替わって 

います。これについてはよろしいでしょうか。」との問いかけがなされ、この点に関して

特に異論は出されていない。 
331 第 47回労働政策審議会安全衛生分科会（2010（平成 22）年 11月 12日）議事録。 
332 朝日新聞 2012（平成 24）年 4月 23日。 
333 公明新聞 2012（平成 24）年 8月 15日

（https://www.komei.or.jp/news/detail/20120815_8870 最終閲覧日：2022（令和 4）年

10月 28日）。 
334 経緯については、第 72回労働政策審議会安全衛生分科会（2013（平成 25）年 6月 10日）

議事録〔井内計画課長〕参照。 
335 第 74回労働政策審議会安全衛生分科会（2013（平成 25）年 7月 30日）議事録〔半沢委

員〕。 
336 第 74回労働政策審議会安全衛生分科会（2013（平成 25）年 7月 30日）議事録〔上條氏

（中村（節）委員代理）〕。 
337 第 78回労働政策審議会安全衛生分科会（2013（平成 25）年 11月 26日）議事録〔小畑

委員〕、第 79 回労働政策審議会安全衛生分科会（2013（平成 25）年 12月 17日）議事録〔小

畑委員〕。なお、労働者側委員の新谷委員からは、建議について了承がなされた第 80回労

働政策審議会安全衛生分科会（2013（平成 25）年 12月 24日）において、公益委員の小畑

委員からは、法律案要綱の諮問がなされた第 81回労働政策審議会安全衛生分科会（2014（平

成 26）年 1月 23日）において、従前の建議とは異なり、努力義務とされたことについて遺

憾の意が表明されている。 
338 第 78回労働政策審議会安全衛生分科会（2013（平成 25）年 11月 26日）議事録〔明石

委員〕、第 79 回労働政策審議会安全衛生分科会（2013（平成 25）年 12月 17日）議事録〔明

石委員〕。 
339 第 81回労働政策審議会安全衛生分科会（2014（平成 26）年 1月 23日）議事録〔泉労働

衛生課長〕。 
340 第 1回受動喫煙防止対策強化検討チーム（2016（平成 28）年 1月 25日）資料 1。 
341 第 116回労働政策審議会安全衛生分科会（2018（平成 30）年 8月 23日）議事録〔西田

環境改善室長〕。第 123回労働政策審議会安全衛生分科会（2019（令和元）年 7月 29日）

議事録〔安井環境改善室長〕。 
342 第 123回労働政策審議会安全衛生分科会（2019（令和元）年 7月 29日）議事録〔増田委

員の質問に対する安井環境改善室長の回答〕。 
343 WHO IARC, IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Vol.38, 

Lyon, 1986. 
344 WHO IARC, IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Vol.38, 

Lyon, 2002. 
345 日本産業衛生学会許容濃度等に関する委員会「発がん物質暫定物質の提案理由」産衛誌

52巻 258頁（2010（平成 22）年）。 
346 第 44回労働政策審議会安全衛生分科会（2010（平成 22）年 10月 19日）議事録〔亀澤

環境改善室長〕。 
347 国立がん研究センターウェブサイト

（https://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/2016/0831/index.html）。なお、
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同成果に対しては日本たばこ産業株式会社（JT）から成果が公表されたその日にそのウェ

ブサイト

（https://www.jti.co.jp/tobacco/responsibilities/opinion/list/fsc_report_01_2016

0831_01.html）において疑義が示され、2016（平成 28）年 9月 28日には国立がん研究セン

ターのプレスリリースにおいて「受動喫煙と肺がんに関する JTコメントへの見解」として

反論が示されている

（https://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/2016/0928/index.html いずれも

最終閲覧は 2022（令和 4）年 10 月 13日）。 
348 国立がん研究センター「がん情報サイト」 

（https://ganjoho.jp/public/qa_links/brochure/leaflet/tabacoo-report2020.html 

最終閲覧：2022（令和 4）年 10 月 13日）。 
349 第 74回労働政策審議会安全衛生分科会（2013（平成 25）年 7月 30日）議事録〔井内計

画課長〕及び資料 3-5「受動喫煙防止対策について」。 
350 三柴丈典「わが国における嫌煙権訴訟の動向について（下）―江戸川区職員（受動喫煙）

事件（東京地判平 16・7・12（判例時報 1884 号 81頁）を契機として」判例時報 1906号（判

例評論 562号）192頁。 
351 労働者の高齢化、疲労・ストレスによる健康障害の一般化などの日本的文脈を前提にす

ると、たとえ比較法制度的にパターナリスティックな面があっても、職域でできる健康保

持対策は積極的に推進すべきであるとの見解として、三柴丈典「総括研究報告書」『厚生

労働省厚生労働科学研究費補助金労働安全衛生総合研究事業 リスクアセスメントを核と

した諸外国の労働安全衛生制度の背景・特徴・効果とわが国への適応可能性に関する調査

研究』（2014年度（平成 26年度）～2016 年度（平成 28年度））27頁。 
352 法規制の実効性確保のため、安全衛生人材の育成や能力の向上が重要であることを指摘

するものとして、三柴・前掲総括研究報告書 75頁。 
353 三柴・前掲総括研究報告書 72頁及び淀川亮＝三柴丈典「リスクアセスメントを核とした

諸外国の労働安全衛生法制度の背景・特徴・効果とわが国への適応可能性に関する調査研

究の紹介」労働安全衛生研究 13 巻 2号 179-180頁（2020（令和 2）年）では、リスク最小

化原則（排除できるリスクは排除し、それが困難なリスクは最小化すべきとする原則）や

リスク創出者管理責任負担原則（リスクを創出したり、それに影響を与えうる者こそが、

その管理責任を負う原則）等、重要な基本原則を法律本法においてできる限り明確に示し、

詳細部分の具体化は従前以上に省令等に委任するなどの方策が求められるとする。また、

リスク要因と実効的な対策が明確な対象には、仕様基準（なすべきこと・なすべきでない

ことを特定的に定める基準）で規制を行い、そうでない対象にはできる限り性能基準（達

成すべき目的のみを特定し、達成手段は名宛人の合理的な裁量に委ねる基準）で規制を行

うのが適当とする。 
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作業環境測定の結果の周知のあり方について

局所排気装置以外の発散抑制方法の柔軟化・性能要件化

１１ 作作業業環環境境測測定定結結果果のの周周知知のの方方法法
（例）
・ 作業場の見やすい場所への掲示
・ その他、労働者が容易に取り出せる場所へのファイルの備え付け
・ 産業医に対する情報提供を促す

２２ 掲掲示示等等のの内内容容
・ 作業環境の評価結果（管理区分）
※ 個人サンプラーによる測定を行った場合は、測定対象者にその結果を通知する

（参考）
ILO156号勧告「空気汚染、騒音及び振動に起因する作業環境における職業性の危害からの労

働者の保護に関する勧告」（1977年）において「労働者は作業環境の測定の記録等を利用し得る
機会が与えられるべきである」とされている。

②② 気気中中のの化化学学物物質質のの濃濃度度等等がが継継続続的的にに一一定定以以下下ととななるるたためめのの
措措置置ががととらられれてていいるる

①① 当当該該発発散散抑抑制制方方法法にによよりり、、気気中中濃濃度度をを一一定定以以下下ににででききるるここととがが確確認認さされれるる

特特別別規規則則等等でで規規定定さされれたた「「発発散散抑抑制制方方法法」」以以外外のの方方法法のの採採用用がが可可能能

・ 管理体制の整備
・ 専門家の参画（外部人材の活用等）
・ リアルタイムモニタリング
・ その他

30
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○○一一酸酸化化炭炭素素中中毒毒等等にによよるる労労働働災災害害発発生生状状況況

・一酸化炭素中毒災害発生状況については、毎年30から40件前後発生。

・例年起因別で多いのは内燃機関の使用によるもの（約４割）調理器具の使用によるもの（約２割）

・屋外における有害作業による中毒災害も発生している。

○○一一酸酸化化炭炭素素中中毒毒対対策策にに係係るる規規定定等等

・・労労働働安安全全衛衛生生規規則則第第557788条条 ((内内燃燃機機関関のの使使用用禁禁止止))

事業者は、坑、井筒、潜函かん、タンク又は船倉の内部その他の場所で、自然換気が不十分なとこ

ろにおいては、内燃機関を有する機械を使用してはならない。ただし、当該内燃機関の排気ガス

による健康障害を防止するため当該場所を換気するときは、この限りでない。

・・建建設設業業ににおおけけるる一一酸酸化化炭炭素素中中毒毒防防止止ののたためめののガガイイドドラライインンのの策策定定ににつついいてて（平成10年6月1日基発第329の１）

作業環境管理として一酸化炭素にばく露されるおそれがある場合の換気、警報装置の要件を定め

ている。

○○最最近近のの労労働働災災害害発発生生状状況況をを踏踏ままええてて講講じじたた行行政政対対応応

・・業業務務用用厨厨房房施施設設ににおおけけるる一一酸酸化化炭炭素素中中毒毒にによよるる労労働働災災害害防防止止ににつついいてて（平成21年12月4日付け基安化発1204第１号）

昨年夏以降、全国各地の外食チェーン等の業務用厨房施設において一酸化炭素中毒が多数発生し

たことを受け、飲食業の業界団体に対して一酸化炭素中毒による労働災害防止対策の実施事項の

徹底を要請。

１ ガス燃焼機器使用中の換気の徹底

２ 一一酸酸化化炭炭素素警警報報装装置置（（いいわわゆゆるるＣＣＯＯセセンンササーー））のの設設置置等等

３ ガスの燃焼、換気状況についての定期点検及び補修

４ 一酸化炭素中毒防止に係るマニュアルの整備と周知の徹底

５ 安全衛生教育の実施 ６ 責任者の指名及び職務の遂行

鉄鉄鋼鋼業業ににおおけけるるCCOOセセンンササーーのの着着用用にによよるる災災害害のの防防止止事事例例等等をを参参考考ににししてて、、厨厨房房・・内内燃燃機機
関関ににおおけけるる一一酸酸化化炭炭素素中中毒毒防防止止対対策策のの一一層層のの推推進進とと、、一一部部のの特特にに有有害害なな屋屋外外作作業業ににおおけけ
るる化化学学物物質質にによよるる中中毒毒災災害害防防止止対対策策のの一一層層のの推推進進がが必必要要。。

一酸化炭素中毒災害等による労働災害防止について

31
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厚厚生生労労働働行行政政推推進進調調査査事事業業費費補補助助金金  
（（政政策策科科学学総総合合研研究究事事業業（（政政策策科科学学推推進進研研究究事事業業））））  

分分担担研研究究報報告告書書  

労労働働安安全全衛衛生生法法第第 6699 条条かからら 7711 条条のの逐逐条条解解説説  

  
分担研究者 阿部未央 東北学院大学法学部教授 

同   吉田  肇 弁護士 
 

研究要旨 
 本年度は、健康保持増進措置及びメンタルヘルスケアについて定める労安法 69 条か
ら 71 条の立法経緯、改正状況及び規定内容並びに 70 条の 2に基づく指針と関連裁判例
を整理して、その意義や現代的な課題を明らかにした。研究成果の要旨は以下のとおり
である。 
 健康保持増進措置（トータル・ヘルスプロモーション・プラン、THP）として、職場
における健康づくりを推進していくための施策が講じられている。そこでは全労働者を
対象として、心身両面にわたる勤務時間のみならず日常生活全般における健康指導や生
活習慣の改善に向けた取組みが必要である。事業者が有効かつ適切に職場における健康
づくりに取り組むことができるよう、健康保持増進指針とメンタルヘルス指針によって
詳細かつ具体的な取組み方法が示されている。前者の健康保持増進指針は 1988（昭和
63）年の労安法改正で新設された。後者のメンタルヘルス指針は労働者のストレスやそ
れに伴う精神障害を患う事例が見られるようになり、1999年（平成 11 年）に旧メンタ
ルヘルス指針が、2006年に（平成 18）年に現在のメンタルヘルス指針が策定された。 
これらの指針は、安衛法上、事業者の努力義務規定にとどまり、義務規定にはなって

いないため、労働基準監督官による介入は難しいというのが監督行政の実態であるが、
指針に基づき、さんぽセンター（産業保健総合支援センター）等の提供するサービスを
とおして援助を行うというソフトな形で、各事業場の健康増進・メンタルヘス対策支援
が行われており、今後一層の活用が望まれる。 
同時に、これらの規定や指針を踏まえた具体的な取組みがなされないまま、労働者の

健康が害される場合には、安全配慮義務違反あるいは疾病の業務起因性を判断する際の
考慮要素になることが、多くの労災民事損害賠償請求事件、労災不支給処分取消請求事
件等の裁判例によって示されている。また、メンタル不調が疑われる労働者に対して、
これら規定を踏まえた適切な対応をとることなく行われる懲戒処分は、違法とされる可
能性があることも示されている。 
このように、本条及びそれに基づく指針は、労働者の健康確保のために現場をあるべ

き方向に誘導し問題の発生を未然に防止するとともに、問題が発生した場合には、事業
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者の責任の有無や労災の認定判断等、事後救済の判断基準としての役割を持っていると

いうことができる。 
少子高齢化と労働力人口の一層の減少が進む中で、労働者の健康保持増進のための予

防から問題解決に至るトータルな広い意味での法政策とその実践の担い手となる産業医

をはじめとする産業保健スタッフの育成や（安全）衛生委員会等の担当機関の活性化を

着実に進めていくことが求められる。同時に予防や問題を解決するうえで明らかとなっ

た課題に対応するために、必要に応じて関係法令や指針を見直していくことが求められ

よう。 

Ａ．研究目的 

本研究事業全体の目的は、以下の 3 点に

ある。 
①時代状況の変化に応じた法改正の方向

性を展望すること。 
②安衛法を関係技術者以外（文系学部出

身の事務系社員等）に浸透させ、社会一般へ

の普及を図ること。 
③安衛法に関する学問体系、安衛法研究

のための人と情報の交流のプラットフォー

ムを形成すること。 
そのため、条文の起源（立法趣旨、基礎と

なった災害例、前身）と運用（関係判例、適

用の実際）、主な関係令等（関係政省令、規

則、通達等）を、できる限り図式化して示す

と共に、現代的な課題や法解釈学的な論点

に関する検討結果を記した体系書を発刊す

ること。 
本分担研究の目的は、附則を除き 123 条

ある安衛法のうち第 69 条から 71 条につ

いて、その課題を果たすことにある。 
 
Ｂ．研究方法 
安全衛生に詳しい元労働基準監督官から、

現行安衛法の体系に関する解説と安衛法本

体の条文に紐付く政省令の選定を受けたう

えで、法学・行政学を専門とする分担研究者

が、各自、解説書、専門誌に掲載された学術

論文や記事、政府発表資料等の第 1 次文献

のレビューを行って執筆した文案を研究班

会議で報告し、現行安衛法や改正法の起案

に関わった畠中信夫元白鴎大学教授、唐澤

正義氏ら班員らからの指摘やアドバイスを

得て洗練させた。 
 
 
Ｃ．研究結果 
１．第 69 条から第 71 条 
 
１．１ 条文 

第第六六十十九九条条  事事業業者者はは、、労労働働者者にに対対すするる健健

康康教教育育及及びび健健康康相相談談そそのの他他労労働働者者のの健健康康のの

保保持持増増進進をを図図るるたためめ必必要要なな措措置置をを継継続続的的かか

つつ計計画画的的にに講講ずずるるよよううにに努努めめななけけれればばなならら

なないい。。  

２２  労労働働者者はは、、前前項項のの事事業業者者がが講講ずずるる措措置置

をを利利用用ししてて、、そそのの健健康康のの保保持持増増進進にに努努めめるる

ももののととすするる。。  

  

第第七七十十条条  事事業業者者はは、、前前条条第第一一項項にに定定めめるる
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ももののののほほかか、、労労働働者者のの健健康康のの保保持持増増進進をを図図

るるたためめ、、体体育育活活動動、、レレククリリエエーーシショョンンそそのの

他他のの活活動動ににつついいててのの便便宜宜をを供供与与すするる等等必必要要

なな措措置置をを講講ずずるるよよううにに努努めめななけけれればばななららなな

いい。。  

  

第第七七十十条条のの二二  厚厚生生労労働働大大臣臣はは、、第第六六十十九九

条条第第一一項項のの事事業業者者がが講講ずずべべきき健健康康のの保保持持増増

進進ののたためめのの措措置置にに関関ししてて、、そそのの適適切切かかつつ有有

効効なな実実施施をを図図るるたためめ必必要要なな指指針針をを公公表表すするる

ももののととすするる。。  

２２  厚厚生生労労働働大大臣臣はは、、前前項項のの指指針針にに従従いい、、

事事業業者者又又ははそそのの団団体体にに対対しし、、必必要要なな指指導導等等

をを行行ううここととががででききるる。。  

  

第第七七十十条条のの三三  第第六六十十六六条条第第一一項項のの厚厚生生労労

働働省省令令、、第第六六十十六六条条のの五五第第二二項項のの指指針針、、第第

六六十十六六条条のの六六のの厚厚生生労労働働省省令令及及びび前前条条第第一一

項項のの指指針針はは、、健健康康増増進進法法第第九九条条第第一一項項にに規規

定定すするる健健康康診診査査等等指指針針とと調調和和がが保保たたれれたたもも

ののででななけけれればばななららなないい。。  

  

第第七七十十一一条条  国国はは、、労労働働者者のの健健康康のの保保持持増増

進進にに関関すするる措措置置のの適適切切かかつつ有有効効なな実実施施をを図図

るるたためめ、、必必要要なな資資料料のの提提供供、、作作業業環環境境測測定定

及及びび健健康康診診断断のの実実施施のの促促進進、、受受動動喫喫煙煙のの防防

止止ののたためめのの設設備備のの設設置置のの促促進進、、事事業業場場ににおお

けけるる健健康康教教育育等等にに関関すするる指指導導員員のの確確保保及及びび

資資質質のの向向上上のの促促進進そそのの他他のの必必要要なな援援助助にに努努

めめるるももののととすするる。。  

２２  国国はは、、前前項項のの援援助助をを行行ううにに当当たたっっててはは、、

中中小小企企業業者者にに対対しし、、特特別別のの配配慮慮ををすするるもものの

ととすするる  

  
１．２ 趣旨・内容 
１．２．１ 第 69 条 

１．２．１．１ 趣旨  
 本条は、労働者の健康の保持増進を図る

ため、事業主に対し必要な措置を講じるよ

う努めなければならないことを定めるとと

もに、労働者側にも自らの健康の保持増進

に努力するよう定めている。労働者の職場

における安全と健康を確保するためには、

労働に起因する健康障害を防止するだけで

なく、日常生活においても生活習慣病の予

防を行うなど、より積極的な心身両面にわ

たる健康保持増進措置を講ずることが必要

であると考えられているためである。健康

保持増進活動が行われることによって、生

活習慣病の有病率の減少、労働災害発生率

の減少、病気・負傷による労働損失日数の減

少等の効果が見込まれる 1。 
 
１．２．１．２ 内容 
 事業主は、労働者の健康の保持増進を図

るために必要な措置（健康保持増進措置）を

継続的かつ計画的に講じるよう努めなけれ

ばならない。 
 同条をはじめとする「健康保持増進措置」

に関連する規定は、1988（昭和 63）年の労

働安全衛生法改正時に新設された。制定の

背景には、以下 2 つの問題があった。第 1
に、増加傾向にある高年齢労働者の労働災

害が多いということである。高齢化社会の

進展に伴い高年齢労働者が大幅に増加して

おり、今後さらに増加することが見込まれ

る状況にあった 2。高年齢労働者の労働災害

には、転倒、墜落などが多く、高年齢労働者

の労働災害発生率は、若年労働者のそれの

2 倍を超えていた。これは、高齢者は加齢に

より運動機能や感覚機能が低下するが、そ

れに応じた安全衛生管理が十分に行われて
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いないことが原因であると指摘された 3。 
 また、高齢労働者は、高血圧疾患、虚血性

心疾患等の有病率が高く、これらの疾病の

程度は労働者の従事する業務によって影響

を受けることもある 4。 
 第 2 に、ME 機器の導入など技術革新の

進展等による作業態様の急激な変化などを

背景に、ストレス関連疾病など労働者のス

トレスの問題もクローズアップされるよう

になった。労働者の心の健康対策も重要な

課題とされた 5。 
 そこで、健康保持増進措置として、各事業

所における労働者の健康保持増進措置を普

及するため、同条に基づく指針（70 条の 2）
を策定し、現在は労働者の心と体の健康づ

くり（トータル・ヘルスプロモーション・プ

ラン、Total Health Promotion Plan. THP）
が推進されている 6。 
 「健康の保持増進」という事柄は、労働生

活のみならず、人生全般にわたって快適な

生活を営むために基礎となる「健康」を保持

し、かつ増進させるためのものである 7。本

条で「継続的かつ計画的」とあるのは、健康

が長い間の積み重ねによってつくられるも

のであることに鑑み、労働者の職業生涯を

通じた健康づくりを進めることが必要であ

ることを明らかにしたものである 8。また、

同条 1 項の「その他労働者の健康の保持増

進を図るため必要な措置」には、労働者自ら

が行う健康の保持増進のための活動に対す

る援助のほか、勤務条件面での配慮等が含

まれる 9。 
 なお、本条に関連し、70 条の 2 では健康

保持増進等のための指針が公表され、71 条

には国の援助に関する規定が設けられてい

る。本条は努力義務規定である。 

 
 同条に基づく「事業場における労働者の

健康保持増進のための指針」（以下、「健康

保持増進指針」という）の趣旨、内容等は、

以下のとおりである（昭和 63 年 9 月 1 日

指針公示第 1 号、最終改正：令和 2 年 3 月

31 日指針公示第 7 号）。 
 職場における健康づくりの目的は、若年

期から継続した適度な運動を行い、健全な

食生活を維持し、ストレスをコントロール

するなど積極的な心とからだの健康づくり

をすることによって、メタボリックシンド

ロームを予防し、労働者の健康レベルを向

上させることである 10。労働者の心身の健

康問題に対処するためには、事業場におい

て、全ての労働者を対象として早い段階か

ら心身の両面について健康教育等の予防対

策に取り組むことが労働生産性向上の観点

からも重要である 11。 
 健康保持増進対策の基本的な考え方とし

て、令和 2 年の指針から新たに以下 3 つの

留意点が追加された。①従来の労働者「個

人」から「集団」への視点が強化された。つ

まり、直ちに生活習慣上の課題が見当たら

ない労働者も対象として、事業場全体の健

康状態の改善や健康増進に係る取組の活性

化等、一定の集団に対して活動を推進でき

るような「ポピュレーションアプローチ」の

視点が新たに加わった。②労働者の積極的

な参加を促すための取組として、健康増進

に関心を持たない無関心層への取組や事業

場の風土醸成についての記載が追加された。

労働者の行動が無意識のうちに変化する環

境づくり、楽しみながら参加することがで

きるスポーツの仕組みづくり等に取り組む

ことが重要であるとされている。③労働者
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の高齢化を見据えて若年期からの運動の習

慣化の必要性が確認されている。労働者が

高年齢期を迎えても就業を継続するために

は、加齢に伴う筋量の低下による健康状態

の悪化を防ぐため、若い時から心身両面の

総合的な健康が維持されていることが必要

であるとされている 12。また、指針改正の

背景には 2020 年に開催予定であった東京

オリンピック・パラリンピック競技大会を

ふまえて策定された「スポーツ基本計画」

（平成 29 年３月 24 日）と連動して、事業

場において運動実践を通じて労働者の健康

増進を推進するねらいもあった。 
 事業者が行う健康保持増進措置の内容と

しては、労働者に対する健康指導、健康教

育、健康相談、または健康保持増進に関する

啓発活動・環境づくり等が含まれる。健康保

持増進活動の中心となる健康指導は、健康

診断や必要に応じて行われる健康測定 13等

により労働者の健康状態を把握したうえで

実施される。健康指導として、運動指導、メ

ンタルヘルスケア、栄養指導、口腔保健指

導、保健指導がある。たとえば、メンタルヘ

ルスケアとして、ストレスに対する気付き

への援助、リラクセーションの指導等を行

うものとされている。保健指導としては、勤

務形態や生活習慣による健康上の問題を解

決するために職場生活を通して行う、睡眠、

喫煙、飲酒等に関する健康的な生活への指

導等が想定されている 14。 
 健康保持増進事業場における実施主体と

して、事業場内スタッフと事業場外資源が

想定されている。事業場内スタッフとして

は、（衛生委員会の委員を務める場合もあ

る）産業医、衛生管理者、保健師等の事業場

内産業保健スタッフや人事労務管理スタッ

フ等があげられる。事業場外資源として、労

働衛生機関、中央労働災害防止協会、スポー

ツクラブ、医療保険者、地域の医師会や歯科

医師会、地方公共団体等の地域資源があげ

られる 15。事業場の規模によっては事業場

内スタッフを配置することが難しい一方で、

健康保持増進に関し専門的な知識を有する

機関は外部に多数存在することから、事業

場外資源を有効活用する視点が令和 2 年の

指針から強く打ち出されている。 
 健康保持増進対策を推進するにあたって、

事業者は、健康保持増進を積極的に推進す

る旨の表明、目標設定、活動内容、評価・見

直しに関する事項等を決定し、健康保持増

進計画のなかで盛り込むこととなっている

16。取組内容そのものを各事業場の特性に

応じて柔軟化する一方で、PDCA サイクル

の各段階における事業場での取組項目を明

確にし、確実に実施されるよう見直されて

いる（図 1 参照）。 
 
 
１．２．２ 第 70 条 
１．２．２．１ 趣旨 
 本条は、労働者の健康の保持増進を図る

ため、その一環として事業者が労働者に対

し、身体的活動として体育活動、レクリエー

ション活動等について便宜を供与する等必

要な措置を講ずるよう定めたものである。 
 
１．２．２．２ 内容 
 健康保持増進措置に関する 69 条等の規

定は 1988（昭和 63）年の労働安全衛生法改

正で新設にされたが、本条は 1972（昭和 47）
年の労働安全衛生制定当時から定められて

いる。内容もほぼ変わっていない。 
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 ここでの「体育活動」とは、スポーツや運

動を手段として行われる活動であり、「レク

リエーション」とは、仕事や生活の必要から

離れて自分で自由にできる時間に行われる

楽しみの活動である 17。「便宜を供与する

等必要な措置」は、事業者が事業の運営に支

障を及ぼさない範囲内で講ずれば足りるも

のであり、労働者が権利として請求できる

わけではない（昭和 47 年 9 月 18 日基発第

602 号）。「その他の活動」には、職場体操、

栄養改善が含まれる（同）。本条は努力義務

規定である。 
 
１．２．３ 第 70 条の 2、第 70 条の 3 
１．２．３．１ 趣旨 
 第 70 条の 2 は、69 条第 1 項の事業者が

講ずべき健康の保持増進のための措置とし

て、厚生労働大臣はその適切かつ有効な実

施を図るための指針を定めて公表し、また

その指針に従い、事業者またはその団体に

対し必要な措置等を行うことができること

とされている。 
 事業場においては、健康指導等の労働者

の健康保持増進活動が適切かつ有効に実施

されるための具体的な手法が十分には普及

していない現状にあるため、原則的な手法

を指針によって示すことで事業場における

健康保持増進を推進するねらいがある。 
 
１．２．３．２ 内容 
 厚生労働大臣は、69 条の健康保持増進措

置に関して適切かつ有効な実施を図るため

に必要な指針を定め、原則的な実施方法を

示すこととされている。第 70 条の 2 に基づ

き「事業場における労働者の健康保持増進

のための指針」（昭和 63 年 9 月 1 日指針公

示第 1 号、最終改正：令和 2 年 3 月 31 日

指針公示第 7 号。以下「健康保持増進指針」

という）」および「労働者の心の健康の保持

増進のための指針」（平成 18 年３月 31 日

指針公示第 3 号、最終改正：平成 27 年 11
月 30 日指針公示第 6 号。以下「メンタルヘ

ルス指針」という）の 2 つの指針が公表さ

れている。 
 前者の指針は 1988（昭和 63）年の労働安

全衛生法改正時にあわせて定められたもの

であり、健康保持増進対策の基本的な考え

方、事業者による計画作成等の取組方法、事

業場内・外のスタッフ体制、個人情報保護等

の留意事項が規定されている（詳細につい

ては、69 条の内容を参照）。 
 後者の指針は、2005（平成 17）年の労働

安全衛生法改正時に、仕事に関し強いスト

レスを感じる労働者が依然増加傾向にあり、

メンタルヘルス対策をさらに進めていくこ

とが求められている 18なかで、法令の根拠

規定がない従前の指針 19内容を踏襲する形

で策定されたものである。メンタルヘルス

指針の趣旨、内容等は以下のとおりである

20。 
 仕事に関して強い不安やストレスを感じ

ている労働者が半数を超える状況にあり、

精神障害等に係る労災補償については請求

件数、認定件数とも増加傾向にある。このよ

うななかで、事業場において、より積極的に

心の健康の保持増進を図ることは、労働者

とその家族の幸せを確保するとともに、わ

が国の健全な発展という観点からも重要に

なっている。そこで、事業者は衛生委員会等

を活用し実態調査に基づき「心の健康づく

り計画」を策定・実施し、関係する実施主体

と連携を図りながらメンタルヘルス不調を

－1872－



分担研究報告書（阿部未央） 

7 

 

予防することが求められている。 
 メンタルヘルス指針には、主に 2 つの特

徴がある。第 1 に、3 段階の予防場面ごと

に具体的な進め方を示していることである。

ストレスチェック制度の活用や職場環境等

の改善を通じて、メンタルヘルス不調を未

然に防止する「1 次予防」、メンタルヘルス

不調を早期に発見し、適切な措置を行う「2
次予防」およびメンタルヘルス不調となっ

た労働者の職場復帰の支援等を行う「3 次

予防」の 3 段階である 21。 
 1 次予防として、たとえば作業環境、作業

方法、労働時間、仕事の質と量、ハラスメン

トを含む職場の人間関係、職場の文化や風

土といった職場環境等が労働者の心の健康

にどのように影響を及ぼすかを評価して、

問題点を把握しその改善を図ることとされ

ている 22。2 次予防では、メンタルヘルス不

調への気づきと対応として、事業者は労働

者、上司である管理監督者、家族等からの相

談に対応できる体制を整備したり、事業場

内の産業医や保健師等の産業保健スタッフ

あるいは外部の医療機関へつなぐことがで

きるネットワークを整えたりすることとな

っている 23。3 次予防として、事業者はメン

タルヘルス不調となった労働者に対する職

場復帰支援プログラムを策定するとともに、

その体制を整備して組織的かつ計画的に取

り組むこととされている 24。 
 第 2 に、4 つの実施主体による取組方法

が提案されていることである。労働者自身

による「セルフケア」、労働者と日常的に接

する上司等の管理監督者による「ラインに

よるケア」、産業医や保健師等の「事業場内

産業保健スタッフ等によるケア」ならびに

医療機関や地域保健機関といった外部のメ

ンタルヘルスケアの専門家による「事業場

外資源によるケア」の 4 つである。これら

の 4 つのケアが継続的かつ計画的に行われ

るようにすることが重要とされる 25（図 2・
3 参照）。 
 メンタルヘルス指針では、メンタルヘル

スの進め方が包括的・詳細に記述されてい

ること、職場復帰支援について新たに項目

立てされたこと、および個人情報保護につ

いてより詳細な注意事項が加わったこと等

が旧メンタルヘルス指針にはない新しい点

である。本条は努力義務規定である。 
 第 70 条の 3 は、本条前段に掲げた各規定

および各規定に基づく指針が、「健康増進

法」（平成 14 年 8 月 2 日法律第 103 号）

と調和した内容であることを規定している。 
 
１．２．４ 第 71 条 
１．２．４．１ 趣旨 
 第 71 条は、作業環境測定や健康診断が適

切に実施されるように、作業環境測定およ

び健康診断の実施体制が整備されること、

受動喫煙防止のための設備の設置が促進さ

れること、および事業場における健康教育

に関する指導員の確保・資質向上が促進さ

れることなど、労働者の健康保持増進のた

めの事業場の各種施策が適切かつ有効に実

施されるよう、国が援助する旨定めている。

国の援助により事業場における健康保持増

進措置の実施が推進されるねらいがある。 
 
１．２．４．２ 内容 
 国の援助として、①必要な資料の提供、②

作業環境測定および健康診断の実施の促進、

③事業場における健康教育に関する指導員

の確保・資質向上の促進、④その他必要な援
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助が挙げられる。国が援助を行うにあたっ

ては、中小企業に対し、特別の配慮をするこ

ととしている。国は、労働者の心身両面にわ

たる健康保持増進措置を実施するための必

要な支援、健康保持増進措置を実施する事

業場に対する専門家による助言・指導など

の支援を行うとともに、取組み方法を紹介

したパンフレットの配布などを通じて、健

康保持増進措置の実施方法に関する普及啓

発を行っている 26。 
たとえば、メンタルヘルス対策の１つで

ある職場復帰に関し、厚生労働省は「心の健

康問題により休業した労働者の職場復帰支

援の手引き」（平成 16 年 10 月 14 日送付

案内：基労安発 0323001 号、最終改正：基

安労発 0706 第 1 号平成 24 年 7 月 6 日。

以下「職場復帰の手引き」という）27を公表

している 28。メンタルヘルス不調により休

業した労働者に対して、事業者が講ずべき

職場復帰支援の内容が体系的・総合的に示

され、事業者向けのマニュアルとなってい

る。職場復帰支援の流れとして、病気休業開

始および休業中のケア（第 1 ステップ）、

主治医による職場復帰可能性の判断（第 2
ステップ）、職場復帰の可否の判断および職

場復帰プランの作成（第 3 ステップ）、最

終的な職場復帰の決定（第 4 ステップ）、

職場復帰後のフォローアップ（第 5 ステッ

プ）の 5 段階に分けて、それぞれの段階に

応じた具体的支援内容が例示されている。 
精神疾患を発症し病気休業のスタート時

および休業中の段階である第 1 ステップで

は、事業者は労働者が安心して療養に専念

できるよう必要な情報提供などを行う旨記

載されている。この点、使用者は健康配慮義

務の１つとして、労働者に対して療養に専

念させる義務があり、休業中の面談方法の

あり方をめぐり使用者に義務違反が認めら

れると判断した裁判例がある（後掲・ワコー

ル事件判決参照）。復帰可能性判断をめぐる

第 2 ステップでは、日常生活における病状

の回復と職場で必要とされる業務遂行能力

に関する回復が同程度の回復とは限らない

ことから、主治医と産業医との間の情報交

換が必要であることが述べられている。第

3 ステップでは、休業していた労働者が復

職するにあたって、事業者が「職場復帰プラ

ン」を作成することになっている。そこでは

事業場内産業保健スタッフが中心となり、

労働者の意向を確認し、産業医や職場の上

司も加わって、復帰日、短時間勤務や残業・

深夜労働の禁止など就業上の配慮に関する

個別具体的な支援内容を定めることとされ

ている。第 5 ステップでは、職場復帰後の

フォローアップを実施し、疾患の再燃・再発

の確認、職場復帰プランの評価や見直しを

行うこととされている。この点、裁判例のな

かには 2 度目の休業前の職場復帰プランで

は定時勤務・軽減勤務とされていながら、実

際には月 100 時間を超える時間外労働が行

われた結果、労働者の精神疾患が再燃した

事案につき、使用者の安全配慮義務違反が

認められたものがある（後掲・建設技術研究

所事件判決参照）。 
職場復帰の手引きのなかでは、正式な職

場復帰の決定前に、休業中の労働者の不安

を和らげ、労働者自身が職場の状況を確認

しながら、復帰の準備を行うことができる

「試し出勤制度」も推奨されている。メンタ

ルヘルス不調者の職場復帰に関しては、全

国各都道府県に「産業保健総合支援センタ

ー」が開設され、メンタルヘルス不調の予防
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から職場復帰支援までのメンタルヘルス対

策全般について対応する総合相談窓口が設

置されている。 
 
１．３ 関連規定 
 70条の 2第１項の「メンタルヘルス指針」

に関連して、66 条の 10 では事業者による

ストレスチェック（心理的な負担の程度を

把握するための検査）の実施が義務化され

ている。ストレスの原因となる職場環境の

改善につなげることで、労働者のメンタル

ヘルス不調の未然防止（１次予防）を図るこ

とを目的としている。 
 70 条の 2 の「健康保持増進措置」に関す

る指針として、上述の 2 つの指針のほか「原

子力施設等における緊急作業従事者等の健

康の保持増進のための指針」（「東京電力福

島第一原子力発電所における緊急作業従事

者等の健康の保持増進のための指針」平成

23 年 10 月 11 日基発 1011 第 2 号･第 3 号･

第 4 号。最終改定：平成 27 年 8 月 31 日基

発 0831 第 11 号･第 12 号）が公表されてい

る。 
70 条の２に関し、安衛則 61 条の２は、

同 24 条を準用し、指針の公表は、当該指針

の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、

当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道

府県労働局において閲覧に供することによ

り行うと規定している。 
 
１．４ 沿革 
１．４．１ 制度史 

 「健康保持」に関して、労働基準法（昭和

22 年 4 月 7 日法律第 49 号）の制定当初は、

第五章の「安全及び衛生」のなかに、「第四

十三条 使用者は、労働者を就業させる建

設物及びその附属建設物について、換気、採

光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔

に必要な措置その他労働者の健康、風紀及

び生命の保持に必要な措置を講じなければ

ならない。」「第五十二条第三項 使用者

は、前二項の健康診断の結果に基いて、就業

の場所又は業務の転換、労働時間の短縮そ

の他労働者の健康の保持に必要な措置を講

じなければならない。」との規定がおかれて

いた。 
 1972（昭和 47）年の労働安全衛生法の制

定当初は、第七章「健康管理」のなかに、「健

康保持増進措置」として「第七十条 事業者

は、労働者の健康の保持増進を図るため、体

育活動、レクリエーシヨンその他の活動に

ついての便宜を供与する等必要な措置を講

ずるように努めなければならない。」との規

定がおかれているのみであった。 
 1988（昭和 63）年の法改正において、第

七章が「健康の保持増進のための措置」と改

められた。69 条の内容が「健康教育等」に

一新されるとともに、70 条の 2「健康の保

持増進のための指針の公表等」が新設され

た。70 条の規定は、これまでとほぼ同じ内

容のままで、健康保持増進措置の一内容と

して条文の見出しが「体育活動等について

の便益供与等」に改められた。 

 
 健康増進（Health Promotion）の考え方

は、国際的には、1946（昭和 21） 年に WHO
（世界保健機関）が提唱した「健康とは単に

病気でない、虚弱でないというのみならず、

身体的、精神的そして社会的に完全に良好

な状態を指す」という健康の定義から出発

している。 
 1986（昭和 61）年、カナダのオタワで開

－1875－



分担研究報告書（阿部未央） 

10 

 

催された WHO の国際会議において、「ヘ

ルスプロモーションに関するオタワ憲章」

が採択された。この中で、ヘルスプロモーシ

ョンとは、人々が自らの健康をコントロー

ルし、改善することができるようにするプ

ロセスであると定義されるとともに、健康

増進を個人の生活習慣に限定してとらえる

のではなく、社会的環境の改善を含んだも

のとすることが確認されている 29。 
 
 1978(昭和 53)年度から「第 1 次国民健康

づくり対策」の 10 か年計画が策定された。

健康な人に関してはより良い健康を確保す

ること、高血圧、肥満等の人に関しては疾病

に陥ることを防止することによって、国民

全てが健康な生活を送れることを目標とし

ていた。同年、労働省（当時）は「シルバー・

ヘルス・プラン（SHP）構想」を発表し、翌

年の 1979（昭和 54）年から中防災にシルバ

ー・ヘルス・プラン推進室が設けられ、「中

高年齢労働者の健康づくり運動」が行われ

ている 30。1980（昭和 55）年には第 6 次労

働災害防止計画において、中高年齢層に限

定せず、全年齢の対象とした健康対策を行

うことから「トータル・ヘルスケア」という

言葉が用いられている 31。 
 それまでの健康管理では、職業病の早期

発見等疾病の発見という消極的な対策が主

流であったが、病気にならないよう積極的

な健康づくり・体力づくりを進めていく考

え方が広まった。ネガティブ・ヘルスケアか

らポジティブ・ヘルスケアへ、全年齢と対象

として、職場はもちろん日常生活すべてに

おいてメンタルヘルスもあわせた健康管理

を図っていくこととされた。日本では高度

経済成長時代が終焉し、低成長時代、高齢化

社会を迎えるにあたりポジティブ・ヘルス

ケアは時代の要請に応えるものであった。 
 1984 年には女性の平均年齢が 80 歳超え

る等、1980 年代後半には「人生 80 年時代」

が現実的なのものとなり、80 歳になっても

身の回りのことができ、社会参加もできる

ようにするために、1988（昭和 63）年には

「第 2 次国民健康づくり対策（アクティブ

80 ヘルスプラン）」が 10 か年計画で策定

された 32。そのようななか、同年に労働安

全衛生法の改正によって、「健康の保持増進

のための措置」に関連する諸規定が新設さ

れ、トータル・ヘルスプロモーション・プラ

ン（THP）事業が開始された。 
  
 70条の 2に基づくメンタルヘルス指針自

体は 2006（平成 18）年に公表されている。

それ以前の 1980 年代から、メンタルヘルス

に関する取組みは行われている。シルバー・

ヘルス・プランには「メンタルヘルス」の項

目があり、トータル・ヘルスプロモーショ

ン・プランにも引き継がれているほか、「企

業におけるストレス対応―指針と解説―」

（中防災、1986 年）や「労働衛生管理にお

けるメンタルヘルス」（産業医学振興財団、

1986 年）の冊子が発行されている 33。 1982
（昭和 57）年 2 月 9 日に発生した羽田沖航

空機墜落事故（後掲）や 1984（昭和 59）年

2 月の精神障害労災認定の第 1 号事案であ

る新幹線上野地下駅の設計技師の反応性う

つ病事例 34には、社会的なインパクトがあ

ったものの、行政や企業にはさほどの切実

さはなく、メンタルヘルス施策は理念的な

ものにとどまっていた 35。 
 2000（平成 12）年には「事業場における

労働者の心の健康づくりのための指針」が
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策定されている 36。1999（平成 11）年に精

神障害に関する労災認定の基準が通達によ

ってはじめて示されたこと（「心理的負荷に

よる精神障害等に係る業務上外の判断指針」

平成 11 年 9 月 14 日基発第 544 号、最終改

正：平成 21年 4月 6 日基発 0406001号 37）

や精神障害を患い過労自殺した労働者に対

する安全配慮義務が争われ企業の責任が認

められた電通事件の最高裁判決（最高裁平

成 12 年 3 月 24 日第二小判民集 54 巻 3 号

1155 号）が大きく影響している 38。 
 2006年のメンタルヘルス指針は、2005年
に改訂された労働安全衛生法に基づく指針

として位置づけられる。2005 年の法改正で

は、メンタルヘルスに関して指針が策定さ

れたほかに、安衛則の改正点として以下の

2 点も追加された。第 1 に、長時間労働を

行った労働者に対する医師の面接指導では、

心身の状況つまりメンタルヘルスを含めた

チェックを行うことが明記された。第 2 に、

労働衛生委員会の調査審議事項として、労

働者の精神的健康の保持増進を図るための

対策をたてることが明記された。メンタル

ヘルス対策が法令ベースに乗ってきたのは

2006 年の新指針が初めてのことであった

39。 
 
１．４．２ 背景となった事故等 
 1988（昭和 63）年の労働安全衛生法の改

正では、健康増進措置関連の諸規定が新設

されたが、身体的健康にとどまらず、精神的

健康も念頭におかれていた。その背景には、

1982（昭和 57）年 2 月 9 日に発生した羽田

沖航空機墜落事故が影響している 40。 
 同事件では、精神的変調をきたした機長

の異常行動が直接の原因となって、逆噴射

装置を作動させた結果、航空機が墜落し、乗

員乗客 174 人中 24 人が死亡し 149 人が負

傷した。「機長キャプテン)、やめてくださ

い」という副操縦士が発した台詞や、「逆噴

射」・「心身症」41が流行語になるほどショ

ッキングな出来事であった 42。事故調査報

告書のなかでは、機長は心身症ではなく、精

神分裂症（現在は統合失調症という）であっ

たこと、数年前から通院し投薬治療を行っ

ていたことから、機長に対する日本航空の

健康管理が不十分であったと認定されてい

る 43。 
 
１．５．運用 
１．５．１ 適用の実際 
労労働働安安全全衛衛生生法法第第 6699 条条かからら 7711 条条にに関関すするる

＜＜適適用用のの実実態態＞＞  

分担研究者 阿部未央 

藤森和幸先生（中災防東京安全衛生教育セ

ンター） 

篠原耕一先生（京都産業保健総合支援セン

ター相談員）より 2021年 11月ヒアリング。 

 

１．５．１．１ 適適用用のの実実態態 

 69条では事業主に労働者の健康保持増進

措置を講じる旨定め、70条の２では国が健

康保持増進措置の原則的な実施方法を事業

主に示すこととされ、「健康保持増進指針」

および「メンタルヘス指針」が策定されてい

る。これらの「健康保持増進」および「メン

タルヘルス」に関しては、安衛法上、事業者

の義務規定にはなっていないため、労働基

準監督官による介入は難しいというのが実

態である。努力義務規定でみられる手法で

あるが、指針を定め、国が援助を行うという

ソフトな形で、各事業場の健康増進・メンタ
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ルヘス対策支援が行われている。他方で、メ

ンタル不調者、過労死および過労自殺に関

連する事後的な救済の場面では、労災にお

ける業務起因性の判断基準の改正のほか、

労災民訴において安全配慮義務という観点

から、事業者の予測可能性、結果回避可能性

等を要件として事業者に幅広い義務が認め

られる傾向にある。 

ここでは健康増進・メンタルヘルス対策

の事業場外資源である「中央労働災害防止

協会」および「産業保健総合支援センター」

における事業内容や運用実態を中心に、各

事業場における具体的な「健康増進計画」、

事業場内スタッフ間の連携状況、メンタル

ヘルス対策への労基署の指導状況について

分析していく。 

 

１．５．１．２ 健健康康保保持持増増進進事事業業のの普普及及にに

関関すするる中中災災防防のの具具体体的的なな取取りり組組みみ内内容容とと課課

題題  

健康保持増進指針のなかでは、健康保持

増進事業の「事業場外資源」と位置づけられ

ている「中央労働災害防止協会」（以下「中

災防」という）が重要な役割を担っている。 

 そもそも、中災防は、事業主の自主的な労

働災害防止活動の促進を通じて、安全衛生

の向上を図り、労働災害を絶滅することを

目的に、労働災害防止団体法に基づき、1964

（昭和 39）年に労働大臣（現在は厚生労働

大臣）の認可により設立された公益目的の

法人である 1。中災防は、事業主の自主的な

労働災害防止活動を促進し、労働災害ゼロ

への取り組み行う事業場を「人材育成」、

「技術サポート」、「情報発信」の側面から

 
1 JISHA 中災防の HPより。

https://www.jisha.or.jp/about/organiza

支援することを社会的使命としている。健

康保持増進に関しては人材育成として、事

業場の健康づくり、メンタルヘルス推進担

当スタッフ等を養成することが主な役割と

されている。具体的には、中災防のトレーナ

ー（講師）を依頼のあった事業場に派遣し

て、当該事業場の方針や意向に沿うメニュ

ーを作成し、各事業場の実態に即した管理

監督者向けのラインケアや従業員向けのセ

ルフケアなどのテーマで研修が実施される。

また、ヘルスアドバイスサービスとして、運

動習慣、生活リズム、食生活、メンタルヘル

スなど事業場が実施する心身両面の健康づ

くりを支援している。トレーナー（講師）の

派遣は、依頼のあったすべての事業場に対

して行われるが、労働災害防止団体法に基

づく賛助会員である全国約 5000 の事業場

を中心に行われている。 

 事業場から中災防に対して、メンタルヘ

ルス及びパワーハラスメントについての相

談および依頼がここ数年増えている。また、

コロナ禍でテレワークが急増しているなか、

中災防が作成した「セルフチェックテレワ

ーク」が活用されている。これは、自宅等で

テレワークを行う際のメンタルヘルスにつ

いてわかりやすいチェックリスト方式にな

っており、各事業場がこれを活用すること

で労働者に対するメンタルヘルス対策の普

及が図られている。加えて、中災防では高年

齢労働者の増加に伴い、高齢者の転倒災害

の増加に対応するため、「転倒等リスク評価

セルフチェック票」を活用することで労災

を減らす取り組みがなされているほか、高

年齢労働者に対する健康増進にも力を入れ

tion.html 
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ている。そのほか、たとえば中災防東京安全

衛生教育センターでは、職長教育（安衛法

60条）のトレーナーを養成するため、年間

約 40の講座を開設している（受講者は年間

約 3000 人）。職長は、現場の要であり、直

接作業の指示・命令を行う監督者としてラ

インケアを行う立場にあることから、講座

では労働者本人の気づき(セルフケア)を援

助する役割についての教育等が行われてい

る。 

 中災防の課題の１つとして、他の事業場

外資源との情報交換・情報共有の少なさが

あげられる。組織としての情報交換等は、各

都道府県労働局を軸とした定期的な連絡会

議を通じて行われているが、日頃から個別

の情報交換や連携がより活発に実施されれ

ば、労災防止に向けた取り組みがより一層

進むものと考えられている。 

 

１．５．１．３ 事事業業場場ににおおけけるる具具体体的的なな

「「健健康康増増進進計計画画」」  

事業場における具体的な健康増進計画と

して、先進的な 2 つの企業を紹介する 2。1

つ目は、大阪に本社のあるパナソニックサ

イクルテックにおける取り組みである。

2019年より取り組みが開始された。事業場

内の労働者が在職中病気で亡くなられたこ

とが続いた時期があったことから、「健康経

営活動」を通じて「社員がいきいきと働ける

職場づくり」を実現することとされた。これ

は同社の「自転車を通じて社会の健康に貢

献する」という事業活動目的とも合致する。

 
2 全国産業安全衛生大会のメンタルヘル

ス・健康づくり分科会において発表された

もの。なお、全国産業安全衛生大会は、

1932（昭和 7）年より毎年開催されてお

健康経営の基本的な考え方を労働者に示し、

経営トップから発信を行い、全員参加の活

動とするための「職場健康サポーター」を活

動のキーマンとして選出し、最終的には経

済産業省が主催する「健康経営優良法人ホ

ワイト 500 認証取得」を目指すという取組

みである。健康経営とは、社員が健康になる

ことの意義として、5つのメリット（①業務

効率の向上や欠勤率の低下などの生産性向

上、②健康保険料抑制や傷病・欠勤手当削減

などの会社の負担軽減、③企業のイメージ

アップや優秀な人材確保、④労災リスクの

減少といったリスクマネジメント、⑤社員

のモチベーションアップや離職率低下など

社員満足度の向上）が示されている。副社長

（兼総括安全衛生管理者）が当該取り組み

のリーダーを務めるとともに、積極的なボ

トムアップ活動も推進するため、各部門・支

店において「職場健康サポーター」を選出

し、3か月ごとに個々の健康活動進捗状況確

認アンケートの実施・フォロー・取りまとめ

等の活動推進を職場健康サポーターが担当

することとされている。また「見える化」と

して運動実施率・適正体重率・喫煙率ダウン

の３つに関する数値目標を掲げ、社員全員

で目標達成を目指すものとされている。取

り組みの途上ではあるが、職場内での健康

意識の向上や自主的な健康活動の風土醸成

を実現することができているとの報告がな

されている。パナソニックグループ内の「健

康・安全衛生フォーラム 健康の部」では最

優秀賞を受賞したほか、グループ内で初め

り、産・官・学一体となって研究発表等が

行われている。3日間行われ、参加者は約

10,000 人である。 
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て「健康経営優良法人ホワイト 500 認証」

を取得でき、企業価値を高めることにもつ

ながったという。数値目標の未達成部分は

継続課題とされているが、このような具体

的な取り組みが事業場における健康増進の

グッドプラクティスとなっている。 

 2つ目は、名古屋に本社のあるトヨタ自動

車における取り組みである。「健康は企業経

営の原動力」という考えのもと「心身の健康

を自ら考え行動できる人づくり・職場づく

り」を基本方針に掲げ活動を推進している。

同社では、自分の健康は自分で守ることに

加え、会社がそれをサポートしていくこと

の重要性が認識され、1 次予防から 3 次予

防までの活動を体系化した健康施策フレー

ムワークを掲げている。社員の過去 10年以

上の健診データの解析結果を踏まえ、「8つ

の健康習慣」（①適正体重―BMI25 未満、②

朝食―毎日食べる、③飲酒―飲まないか 1

日 1 合まで、④間食―夕食後、寝るまでの

間食は週 2 日以下、⑤禁煙、⑥運動―1 日

30分以上の運動を週 1日以上、⑦睡眠―熟

睡できている、⑧ストレスー多い方ではな

い）をターゲットとして、健康習慣の実践数

平均値に関する数値目標を掲げ活動を行っ

ている。具体的には実践率向上のため、産業

保健スタッフが各職場に出向き健康出前講

座を実施しているほか、労働者各人がセル

フチェックできるよう上記８つの健康習慣

に関する「実践きっかけシート」を配布、ト

ヨタオリジナルツールとして 8 つの健康習

慣に関する「健康スマホアプリ」の開発、健

康習慣が高く実践されている部署に対する

表彰、個人に対するインセンティブ付与な

ども実施されている。逆に、実践がうまくい

っていない労働者に対しては、定期健診 2

か月前に運動や朝食に関するメールを送信

するなどの意識づくりに務めている。 

 健康増進に関する各事業場の取り組みは、

自主的かつ長期的な取り組みが必要であり、

すぐに成果が表れるようなものではない。

しかし、紹介した２つの企業では、いずれも

数値目標を掲げ全社的に取り組むことで企

業の健康風土が醸成され、各労働者が心身

の健康を保ちやすくするような工夫がなさ

れている。このように「健康増進」だけを取

り上げて計画を立て実践している企業はマ

ンパワーのある大企業であることが多く、

一般の事業者については安全衛生計画のな

かに健康面も組み込んでいるケースが多い。 

 

１．５．１．４ メメンンタタルルヘヘルルスス対対策策事事業業をを

行行うう「「産産業業保保健健総総合合支支援援セセンンタターー」」のの具具体体

的的役役割割とと課課題題  

独立行政法人労働者健康安全機構（JOHAS）

は、労働者健康安全機構法（平成 14年法律

第 171 号）に基づいて設立された厚生労働

省が所管する法人である。平成 5 年 4 月、

同機構の前身である労働福祉事業団におい

て、産業医、産業看護職、衛生管理者等の産

業保健関係者を支援するとともに、事業主

等に対し職場の健康管理への啓発を行うこ

とを目的として、産業保健推進センター（山

形、栃木、愛知、兵庫、広島、福岡の各県）

が開設され、以降、47都道府県に産業保健

推進センターが開設されるに至った。平成

23年 3月以降、厚生労働省の省内事業仕分

けの決定に基づき、都道府県産業保健推進

センター間で統合が行なわれるなど縮小さ

れたが、平成 26年 4月、産業保健推進セン

ターが廃止され、全国 47の都道府県に産業

保健総合支援センター（通称「産保（さんぽ）
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センター」。以下「さんぽセンター」という）

が設置された 3。もともと「さんぽセンター」

は、産業医及び衛生管理者の選任が義務づ

けられている常時使用労働者 50 名以上の

事業場を対象とし、50名未満の事業場は地

域産業保健センター（通称「ちさんぽ」。以

下「ちさんぽ」という）が担うこととして、

地域医師会に事業を委託していた時期もあ

るが、現在は産業保健総合支援センターに

おいて「ちさんぽ」の運営を担っている。 

さんぽセンターの具体的な業務内容は、

大きく 6 つに分けられる。①メンタルヘル

ス対策支援など産業保健に関する問題に対

応した窓口相談・実施相談、②産業保健関係

者を対象とした研修会の実施・講師派遣、③

産業保健に関する HP 等を通じた情報提供、

④職場の健康問題に関する事業者向けの広

報・啓発、⑤産業保健活動における調査研

究・成果発表、⑥ちさんぽセンターの運営で

ある（詳細については、図 1・2参照）。特

に、ここでは近年業務量とその重要性が増

している①と⑥についてみていく。①メン

タルヘルス対策支援の一環である事業場で

の実施相談においては、産業カウンセラー

や社会保険労務士などの有資格者が「メン

タルヘルス対策促進員」として、その業務を

担っている。メンタルヘルスに関する相談

ニーズの高まりを受けて、「心の健康づくり

対策計画策定」の支援も行なっている。実施

相談・窓口相談ともに、相談料は無料であ

る。ただし、当該事業は事業者が支払う労災

保険の保険料をもとに運営されている。労

働基準監督官がメンタルヘルス対策を講じ

ていない事業者に対して、さんぽセンター

 
3 独立行政法人労働者健康安全機構 HP 

https://www.johas.go.jp/shisetsu/tabid

を紹介し利用を促していることも、同セン

ターの利用増加に寄与している。 

⑥ちさんぽの業務として、産業医の選任

義務のない 50 名未満の事業場を対象に

様々な産業保健サービスが無料で行われて

いる。たとえば、健康診断の結果、有所見者

である労働者に対する医師等の意見聴取、

長時間労働者に対する医師の面接指導は、

事業者の義務になっている（安衛法 66の 4、

66条の 8、66条の 8の 2）が、50名未満の

事業場には自前の産業医がいないケースが

多いため、さんぽセンターが医師を紹介し、

紹介された医師が労働者の面談・相談等を

行う。この際、ちさんぽの「コーディネータ

ー」が事業場の求めに応じて事業場と医師

をつなぐ業務を担っている（図 3 参照）。

メンタル不調労働者に対する相談・指導、ス

トレスチェック実施で判明した高ストレス

者への医師による面接指導もちさんぽを活

用することができる。これらのサービスも、

労働基準監督官が是正勧告や指導を行った

際、ちさんぽを紹介することで、ちさんぽの

利用が大幅に促進されている。 

さんぽセンターでは、所長に医師（医師会

会長である場合もある）が就任し、産業医の

（更新）研修等が行われるなど、医師会との

連携が密に行われている。また、都道府県労

働局・労働基準監督署が実施する説明会へ

の講師派遣を行うなど労働行政との連携も

積極的に行われている。 

メンタルヘルス対策支援を含めた産業保

健サービスを行うさんぽセンターについて

は、以下 3つの特徴をあげることができる。

第 1に地域密着性である。全国 47の各都道

/578/default.aspx  
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府県にセンターがあることから、各事業場

とのつながりを深めながら継続したサービ

スを行うことができるという点である。第 2

に、サービスが無料であるという点である。

労災保険料を財源とした事業であるため、

広い意味で事業者が支出しているともいえ

るが、各サービスとの対価関係はなく、無料

でニーズに沿ったサービスが提供されてい

る。第 3 に、健康増進・メンタルヘルスを

含め安衛法に基づく事業者の対応に呼応し

た対策支援事業を展開しているという点で

ある。事業者は法令に紐づけされた措置を

（努力義務を含め）講じる必要があるとこ

ろ、さんぽセンターではそれに対応したサ

ービスの提供を行っており、事業者の真剣

な取り組みにつながっている。 

さんぽセンターの課題として、周知・活用

が不十分である点があげられる。さんぽセ

ンターの存在やそこで行われている産業保

健サービスは、労働基準監督署から促され

利用がふえているとはいえ、いまだ周知が

不十分で、無料のサービスでありながら産

業保健サービスが広く行き渡っていないと

いう点が課題である。 

 

１．５．１．５ 健健康康保保持持増増進進・・メメンンタタルルヘヘ

ルルスス対対策策事事業業にに関関すするる事事業業場場内内ススタタッッフフのの

具具体体的的なな連連携携  

 50人以上の事業場では、毎月 1回以上開

催される衛生委員会あるいは安全衛生委員

会において、「労働者の健康の保持増進を図

るための基本となるべき対策に関すること」

や「労働者の健康障害の防止及び健康の保

持増進に関する重要事項」等を調査審議す

ることになっており（安衛法 18 条 1 項各

号）、重要事項に含まれる事項として、「労

働者の健康の保持増進を図るため必要な措

置の実施計画の作成に関すること」（安衛則

22条第８号）、「長時間にわたる労働によ

る労働者の健康障害の防止を図るための対

策の樹立に関すること」（同第９号）、「労

働者の精神的健康の保持増進を図るための

対策の樹立に関すること」（同第 10号）な

ども列記されている。ただし、各委員の構成

要件や担うべき役割が明確にされておらず、

体制が十分に整っていないケースも一部に

見られ、また、これらの委員会の開催がマン

ネリ化したり、事業場内で情報共有が不十

分な場合も見受けられる。 

大企業であれば、さらに特別な分科会等

を設けて日常的に関係するスタッフ間の連

携が図られている例もみられるが、中小規

模の事業場では上記委員会の設置義務がな

く関係するスタッフ間の連携の機会も少な

いのが実情である。 

なお、労働基準監督官が個別の臨検監督

を行う際、上記委員会の開催状況、あるいは

開催議事録（安衛則 23条 4項）を確認する

ことはあるが、調査審議事項について内容

を深く確認することは少ない。とはいえ、委

員会のメンバーが安衛法の手続に則って適

正に選出されているか、あるいは委員会か

ら事業場に意見が出された場合には（意見

の内容に加えて意見を踏まえてどのような

措置が講じられたか）事業場側の対応状況

まで議事録に記載する義務があるため、そ

れらのチェックを労基官が行うことができ

る。健康増進措置等に関する安全衛生委員

会の調査審議事項についても、１度の臨検

監督では内容を深くチェックすることまで

はできないが、法定事項が調査審議されて

いるかについてはチェックを行なう。 
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事業場内スタッフとして位置づけられて

いる産業医・保健師などの「産業保健スタッ

フ」と「人事労務管理スタッフ」の連携には

難しい課題がある。産業保健スタッフは労

働者個人の相談にのり、労働者の健康状態

の改善に向け対応する一方で、人事労務管

理スタッフは、組織全体の人事労務管理、管

理者としての責任、組織防衛なども念頭に

対応することになるため、両者の視点は一

致しない。実際の事業場において、産業医等

の産業保健スタッフが保有する労働者個人

の健康情報（メンタルヘルスを含む）は、必

ずしもすべての情報が人事労務管理スタッ

フと共有されてはいない。労働者個々人の

健康情報は、健康保持増進事業に携わる事

業場内スタッフであっても、特定の者にだ

け必要な情報のみ伝えられているし、その

ような運用がなされるべきなのであろう。

実態として労働者の健康情報は人事にも大

きく関わっている。その情報によって労働

者が左遷を含む配転や退職勧奨の対象にも

なりうる。労働者の健康情報の取り扱いに

関する産業保健スタッフと人事労務管理ス

タッフとの間には、協力関係が必要である

一方、緊張関係にも立つ。 

事業場ごとのストレスチェックが実施さ

れることで、個人のストレスチェックのみ

ならず、集団分析も可能になっている。特定

の事業場での長時間労働やハラスメントの

発見および職場改善につながるが、制度の

趣旨が理解されていないと、「犯人捜し」と

して利用されてしまうケースもみられると

いう。労働者の健康情報（メンタルヘスに関

する情報を含む）に関しては、事業場内スタ

ッフの連携とともに各スタッフ間における

情報の適正な取扱いが今後とも課題として

残る。 

各事業場における健康保持増進・メンタ

ルヘルスに向けた取り組みは、墜落災害や

挟まれ災害などの従来型の労働災害防止の

取り組みに比べるとかなり前倒しの取り組

みであるため、自社に専門スタッフがいる

大企業も一部にはあるが、中小企業では全

般的に取り組みが遅れている。 

 

１．５．１．６ メメンンタタルルヘヘルルスス対対策策にに対対すす

るる労労働働基基準準監監督督署署のの指指導導状状況況  

安衛法・労基法の義務違反の事案と異な

り、メンタルヘルス対策の欠如を重点とし

て個別に監督指導が行われるケースは少な

いであろう（あるとすれば、過労死事案が発

生じた事業場）。事業者のメンタルヘルス対

策の取組み状況を確認することはあるが、

臨検監督業務については現場の安全衛生が

主眼とされている。法令上では、66 条の

10(心理的な負担の程度を把握するための

検査等のストレスチェック)を根拠に監督

指導が行われている。ストレスチェック未

実施の場合、「是正勧告書」によリ、同条第

1項違反の指摘がなされ、厚生労働省が「労

働者の心の健康の保持増進のための指針」

（メンタルヘルス指針、平成 18 年 3 月策

定、平成 27 年 11 月 30 日改正）で示す、

職場におけるメンタルヘルス対策の推進に

ついては、ソフトな文書である「指導票」に

より関連するリーフレット等の資料を利用

したりして、メンタル対策の周知・説明が行

われることが多い。 

なお、臨検監督の折、長時間労働者や高ス

トレス者が発見された場合に、「過重労働に

よる健康障害防止について」と「メンタルヘ

ルス対策に関する指導書」という所定の書
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式にて、指導が行われるようになっている。

法令や指針に沿った細かな内容が示されて

おり、事業場側が出来ていない事項にチェ

ックを入れ、改善を報告させるものとなっ

ている。これらの様式の最後には、常時使用

労働者 50 名未満の事業場の長時間労働者

に対する面接指導としてちさんぽが紹介さ

れ、メンタルヘルス対策にはメンタルヘル

ス対策支援センターが紹介される等、事業

場への指導がなされた後、事業場が具体的

な取り組みを実施するにあたり、ちさんぽ

やさんぽセンターが活用できる旨の記載が

あり、両センターの利用が様式のひな形に

組み込まれている。厚生労働省が「過重労働

対策」や「メンタルヘルス対策」に力を入れ

ている背景には、年間での労働災害による

死亡者数が減少を続ける一方で、過労死や

過労自殺で死亡された方は高止まりしてお

り、警察庁の統計と厚生労働省の統計との

比較（警察庁の統計によると、令和２年の勤

務問題を原因・動機とする自殺者数は 1,918

人であるが、厚生労働省の統計によると、令

和２年度の精神障害の労災請求件数のうち

自殺（未遂を含む）によるものは 155件。）

から、実際に労災申請される例はごく一部

であることが推察され、労災申請を行って

いない過労死や過労自殺者数も考慮に入れ

た取り組みが必要であると考えられている

からである。メンタルヘルス全般に関する

行政の施策は、ニーズをとらえたメニュー

の作成・周知が積極的に行われているもの

の、その後の実施状況の確認・分析について

は、現状、必ずしも十分とはいえず、各事業

場での継続的な取り組みが促されるような

仕組みづくりも必要であると考えられてい

 
4 さんぽセンターの HPをもとに篠原先生

る。 

 

図 1 産業保健総合支援センター（さんぽセ

ンター）の主な業務内容 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が追加、阿部が一部微修正。 
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図 2 産業保健総合支援センターの業務内容・他機関との連携1 

 
 
図 32  

 

 
1 さんぽセンターHP をもとに、篠原先生が追加。 
2 篠原先生作成。 

ささんんぽぽセセンンタターーににおおけけるる各各都都道道府府県県ごごととののススタタッッフフとと業業務務内内容容

所所長長 医医師師（（都都道道府府県県医医師師会会長長がが就就任任すするるセセンンタターーもも有有））

行行政政出出向向者者（（労労働働基基準準監監督督署署長長・・副副署署長長ククララスス））

独独立立行行政政法法人人労労働働者者健健康康安安全全機機構構職職員員
東東京京、、大大阪阪、、愛愛知知、、広広島島、、福福岡岡ななどど主主要要８８箇箇所所
（（関関東東ブブロロッックク、、近近畿畿ブブロロッッククななどど取取りりままととめめ））

独独立立行行政政法法人人労労働働者者健健康康安安全全機機構構職職員員
東東京京、、大大阪阪、、愛愛知知、、広広島島、、福福岡岡ななどど主主要要８８箇箇所所
（（関関東東ブブロロッックク、、近近畿畿ブブロロッッククななどど取取りりままととめめ））

独独立立行行政政法法人人労労働働者者健健康康安安全全機機構構職職員員

副副所所長長

管管理理課課長長
業業務務課課長長

係係長長

職職員員

非非常常勤勤職職員員 現現地地採採用用

産産業業保保健健専専門門職職 保保健健師師有有資資格格者者（（治治療療就就労労両両立立支支援援、、保保健健分分野野相相談談、、地地産産保保のの支支援援ななどど））

労労働働衛衛生生専専門門職職 行行政政ＯＯＢＢ、、社社会会保保険険労労務務士士等等有有資資格格者者（（セセンンタターー事事業業のの普普及及・・企企画画運運営営、、訪訪問問支支援援調調整整

産産業業保保健健相相談談員員
産産業業医医学学、、メメンンタタルルヘヘルルスス、、保保健健指指導導、、労労働働衛衛生生工工学学、、労労働働衛衛生生法法令令のの専専門門家家
相相談談対対応応やや講講師師ととししてて研研修修会会等等でで講講義義
（（医医師師、、臨臨床床心心理理士士、、産産業業カカウウンンセセララーー、、保保健健師師、、労労働働衛衛生生ココンンササルルタタンントト、、行行政政ＯＯＢＢ

メメンンタタルルヘヘルルスス対対策策促促進進員員

ココーーデディィネネーータターー

メメンンタタルルヘヘルルスス対対策策支支援援セセンンタターー
事事業業場場のの求求めめにに応応じじ、、心心のの健健康康づづくくりり計計画画策策定定、、セセルルフフケケアア研研修修、、相相談談対対応応

地地域域産産業業保保健健セセンンタターー
事事業業場場のの求求めめにに応応じじ、、事事業業場場とと医医師師（（健健診診結結果果意意見見、、面面接接指指導導等等実実務務はは医医師師））ををつつなな

産産業業保保健健ササーービビススのの提提供供・・調調整整者者（（地地域域にによよりり配配置置さされれるる人人数数がが異異ななるる））

ぐぐ  
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１．５．２ 関関連連判判例例 
1988（昭和 63）年の労働安全衛生法改正

による 69条、70条の 2の新設と同時に、70 

条の２第１項に基づき健康保持増進指針

（1988 年）が、そして後にメンタルヘルス

指針（2006年）が策定されたが、裁判例は、

これらの指針に直接言及するか否かは別と

して、これらの指針の内容を踏まえながら

展開するとともに、職場の労務管理、産業保

健に影響を与えてきた。 

 裁判例では、これら指針の考え方は、主に

労災民訴（損害賠償請求訴訟）の安全配慮義

務違反の判断及び労災の不支給処分取消請

求訴訟の業務起因性（相当因果関係）の判断

において、考慮されてきた。その他にも懲戒

処分の取消訴訟において、その適法性判断

等において、指針の考え方に触れたものが

ある。 

以下、69 条、70 条の 2 新設以後の主な裁

判例を取り上げる。 
１１．．５５．．２２．．１１  6699 条条、、健健康康保保持持増増進進指指針針

にに関関すするる裁裁判判例例  
ⅰ）69条、70 条の 2に基づく健康保持増進

指針を遵守しなかったこと等を理由に労災

認定、安全配慮義務違反が争われた裁判例

がある。 

東東京京地地判判 HH2200..1111..2288（（療療養養補補償償給給付付不不支支給給

処処分分取取消消請請求求事事件件））ウウェェスストトロローー・・ジジャャパパ

ンン  

＜事案の概要＞ 

工場の作業場で箱詰め，梱包作業等の立

ち作業に従事していた原告は、高血圧症（重

症度高血圧症で要治療状態）の基礎疾患を

有していたが、外出中に右被殻出血（脳疾

患。本件疾病）を発症して手術を受け、その

術後治療の経過中、脳梗塞を合併発症した

ことにより左片麻痺となった。原告は、本件

疾病は業務上の事由によるものとして療養

補償給付及び休業補償給付を請求したもの

の不支給処分とされたため、取消訴訟を提

起した。 

原告は，会社が健康診断、保健指導等の健

康保持増進措置を取ることを怠ったと主張

した上で，原告が工場へ異動せず，そのまま

店舗勤務を続けていれば，本件疾病が発症

していなかったと主張していた。 
＜判決の概要＞ 
判決は、会社は定期的に健康診断を実施

しており，保健指導で，血圧は定期的に測定

すること，ストレスを溜めないようにし，休

養，睡眠を十分にとり，塩分のとりすぎに注

意すること，禁煙を心がけることとの指示

をしていたのであるから、会社が健康保持

増進措置を取ることを怠ったということは

できず，また，工場での作業は、作業環境も

快適で，定型業務の繰り返しであり，特に精

神的緊張を伴うものでもなく，業務量が特

に過重であったわけでもないから恒常的な

負荷となったとは認められないとした。 
一方，原告は、アルコール摂取量も，相当

量の飲酒を続けており，喫煙についても，毎

日相当量を喫煙していたことが認められる。  
以上からすると原告の業務に危険が内在

するとはいえず，他方，業務による負荷が原

告の危険因子としての血管病変促進要因に

比して相対的に有力な原因となって本件疾

病を発生させたということもできないので，

本件疾病と原告の業務との間には相当因果

関係を肯定することはできないとした。 
＜判決の示唆＞ 

労災の相当因果関係の判断に当たり、業

務が過重なものとはいえないことと合わせ
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て、重症度・要治療状態の高血圧の基礎疾患

を有する労働者に対し、健康保持増進指針

の内容である、健康診断とそれに基づく適

切な保健指導等の健康保持増進措置が履行

されていたことを評価した裁判例である 5。 

判決を踏まえれば、重篤な高血圧症など

の基礎疾患を有する労働者については、積

極的な健康保持増進措置を行う前提として、

健康診断とそれに基づく保健指導、受診勧

告等の措置を講じることが、疾病悪化を防

ぐための健康保持の措置として求められる

と考えられる。その不履行が法律上の安全

配慮義務違反ないし過失に当たり債務不履

行あるいは不法行為責任を負うこととなる

か否か、あるいは症状を自然的経緯を超え

て増悪させたとして、脳心疾患発症との相

当因果関係が認められることとなるのか否

かは、従業員の疾病の程度、担当業務の内容

や職場環境等も考慮して判断されることと

なろう。 

その際、法定の健康診断やそれに基づく

措置義務は、端的に安衛法上の法的義務で

 
5 このほかにも、札幌地判平成 16 年 3 月

26日（損害賠償請求事件）確定、判時 1868

号 106 頁は、高血圧症により治療を受けて

いた従業員が、左脳出血を発症して重障害

を負うことになったのは、被告会社が、原告

の健康保持増進のための措置（運動指導、出

張制限、定期健康診断の実施や検査及び受

診時間の付与など）をとらなかったこと等

によるものであるとして、安全配慮義務違

反、不法行為責任を追及した事例について、

出張、業務内容等の過重性が認められない

として因果関係を否定し、会社の安全配慮

義務違反の有無については判断するまでも

あり（安衛法「第７章健康の保持増進のため

の措置」の一内容であり、健康保持増進指針

の積極的な健康保持増進の前提でもある）、

また民事上の安全配慮義務の根拠となりや

すい 6。 

ⅱ）また、安衛法 69条や健康保持増進指針

を明示的に引用はしなくとも、その内容に

沿った判断をした裁判例がみられる（なお、

後記のとおり、メンタルヘルス指針につい

ては、その内容を安全配慮義務の根拠とし

ている裁判例が見られる）。 

下記真備事件判決は、学校を運営する事

業者は、健康診断やそれに基づく健康指導・

健康相談など健康管理に関する措置や体制

整備を行う義務があるにもかかわらず、そ

れを漫然と怠ってきたとして安全配慮義務

違反を認めた。 

真真備備学学園園事事件件・・岡岡山山地地判判平平成成 66 年年 1122 月月 2200

日日労労判判 667722号号 4422頁頁  

＜＜事事案案＞＞  

被告設立の高等学校の教諭として勤務し

ていた被災労働者は、勤務中、昼休み時間

ないとして請求を棄却した。 

6 富士保安警備事件・東京地判平成 8年 3月

28日損害賠償請求事件（控訴審で和解）労

判 694号 34頁は、警備会社で夜間・休日の

警備業務に従事していた高血圧症の基礎疾

患を有する従業員（68 歳）が勤務時間中に

脳梗塞を発症して死亡した事件につき、健

康診断を実施して健康状態を把握する義務

を怠り、健康診断実施後の業務軽減などの

措置義務にも違反したとして、事業者の安

全配慮義務違反、不法行為等を認めた。 
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に学校の応接室において、生徒指導担当教

諭とともに生徒に対する注意、指導をして

いた際に昏倒し、直ちに救急車で病院に搬

送され、入院して血腫除去手術等の治療を

受けたが、その後再度の出血を起こし死亡

した事案。被災労働者は、腎疾患を原因と

する悪性の高血圧症により通院継続中であ

った。 

＜判決の概要＞ 

事業者である被告は、被告と雇用契約関

係にある職員らに対して、直接、右雇用契

約関係の付帯義務として、信義則上、健康

診断やその結果に基づく事後措置等によ

り、その健康状態を把握し、その健康保持

のために適切な措置をとるなどして、その

健康管理に関する安全配慮義務を負う。被

告においては、安衛法66条1項、7項、安衛

則44条（平成元年6月30日改正前）等の定

めに則した職員を対象とする正規の健康診

断等は実施されておらず、職員の健康診断

個人票も作成されていた形跡はなく、ま

た、校医が職員の健康診断や健康に関する

指導相談に当たるなど健康管理に関する措

置を講じていた形跡もない。定期の健康診

断の項目に血圧検査があれば、被災労働者

の悪性の高血圧症は容易に判明し、また、

尿検査の受検を促し、検査した結果の報告

を義務付け、健康診断個人票を作成してい

れば、同人の悪性の高血圧症の原因という

べき腎疾患の存在と程度を含む総合的な健

康状況を容易に把握し得た筈であり、それ

に基づく業務の大幅軽減、一時入院等の措

 
7 健康保持増進指針は、「労働者の働く職

場には労働者自身の力だけでは取り除くこ

とができない 疾病増悪要因、ストレス要

因等が存在しているため、労働者の健康を

置をとることができた筈である。これらの

健康管理に関する措置や体制の整備を漫然

と怠っていたという健康管理に関する安全

配慮義務違反がある。 
＜判決の示唆＞ 

  上記判決は、安衛法（安衛法 66 条 1 項、

7項、安衛則 44条等）、学校保健法（同法

16 条 1 項、4 項）の各規定を踏まえ、事業

者は、それらの規定を遵守する公的な責務

を負うとともに、それらの規定を前提に、雇

用契約に付随する信義則上の義務として、

健康診断やその結果に基づく健康指導、健

康相談、他の検査の受診勧告やその結果報

告と健康診断個人票の作成等の事後措置を

実施することにより、その健康状態を把握

し、その健康保持のために適切な措置をと

るなど、その健康管理に関する安全配慮義

務を負うとした。 
このように、健康診断やそれに基づく健

康指導、相談等を行い、健康保持のための適

切な措置を講じる等、トータルな健康管理

に関する措置や体制の整備を行うことが、

健康管理に関する安全配慮義務を構成する

と判断したことは注目される。健康保持増

進指針の基本的考え方に通じるものといえ

よう 7。 
なお、健康診断の結果に基づく措置義務

（現在の安衛法 66条の 5の事後措置義務）、

健康診断を受けて健康に関する指導、相談

（現在の 66条の 7の保健指導）を行う安衛

法の規定は、本判決当時追加されていなか

ったが、判決ではそれらの措置を講じるこ

保持増進していくためには、労働者の自助

努力に加えて、事業者の行う健康管理の積

極的推進が必要である。」としている。 
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とが安全配慮義務の内容になると判断され

た。 

メンタルヘルス対策の面で安全配慮義務

を履行するための体制の構築、諸措置（長時

間労働者を対象とする面接指導の徹底、メ

ンタルヘルス専門部会の設置など）や当該

労働者の業務軽減措置・担当替えを行って

いれば、被災を防止しうる蓋然性があった

と判断した裁判例として、後掲公公立立八八鹿鹿病病

院院組組合合ほほかか事事件件・・広広島島高高裁裁松松江江支支判判平平成成 2277
年年 33 月月 1188 日日がある。  
 

１１．．５５．．２２．．２２  電電通通事事件件最最高高裁裁判判決決とと（（旧旧））

メメンンタタルルヘヘルルスス指指針針作作成成  

 平成 12 年 3 月 24 日、後の過労死・過労

自殺、安全配慮義務に関する訴訟、実務に大

きな影響を与える電通事件最高裁判決が出

された 8。 

電電通通事事件件・・第第二二小小判判平平成成 1122 年年 33 月月 2244 日日最最

高高裁裁判判所所民民事事判判例例集集（（以以下下「「裁裁民民集集」」））5544
巻巻 33 号号 11115555 頁頁、、労労判判 777799 号号 1133 頁頁。。11 審審：：

東東京京地地判判平平成成 88 年年 33 月月 2277 日日労労判判 669922 号号 1133
頁頁、、原原審審：：東東京京高高判判平平成成 99 年年 99 月月 2266 日日労労

判判 772244 号号 1133 頁頁））））  
＜事実の概要＞ 
 亡 A は大学を卒業後、平成 2 年 4 月に Y
社（被上告人）に採用されラジオ推進部に配

属された。X ら（上告人）は A の相続人（両

親）である。 
 A は、業務に意欲的で、積極的に仕事を

し、上司等から好意的に受け入れられてい

た。Y 社では、従業員が恒常的に長時間に

わたり残業しており、残業を過少申告する

ことも常態化していた。A は同年 8 月ころ

から翌日の午前 1 時ないし 2 時ころに帰宅

 
8  

することが多くなり、11 月末以降は帰宅し

ない日があるようになった。A は平成 3 年

7 月ころから業務遂行やそれによる睡眠不

足の結果、心身ともに疲労困憊した状態に

なっていて、A の上司もそれに気付いてい

た。A は、平成 3 年 8 月 27 日に自宅で自殺

した。 
 X らは、Y 社に対して民法 415 条ないし

709 条に基づき、A の死亡による損害賠償

を請求した。第 1 審は、X らの請求をほぼ

全面的に認容したが、原審は、過失相殺の類

推適用により、発生した損害の 7 割のみを

Y 社に負担させるのを相当とする判断を行

った。そこで X らと Y社の双方が上告した。 
＜判旨 Y 社の上告棄却、原判決中 X らの

敗訴部分について破棄差戻し＞ 
（ⅰ） 「労働者が労働日に長時間にわたり

業務に従事する状況が継続するなどして、

疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると、

労働者の心身の健康を損なう危険のあるこ

とは、周知のところである。労働基準法は、

労働時間に関する制限を定め、労働安全衛

生法 65 条の 3 は、作業の内容等を特に限定

することなく、同法所定の事業者は労働者

の健康に配慮して労働者の従事する作業を

適切に管理するように努めるべき旨を定め

ているが、それは、右のような危険が発生す

るのを防止することをも目的とするものと

解される。…使用者は、その雇用する労働者

に従事させる業務を定めてこれを管理する

に際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負

荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康

を損なうことがないよう注意する義務を負

うと解するのが相当であり、使用者に代わ

って労働者に対し業務上の指揮監督を行う
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権限を有する者は、使用者の右注意義務の

内容に従って、その権限を行使すべきであ

る。」 
（ⅱ） 「身体に対する加害行為を原因とす

る被害者の損害賠償請求において、裁判所

は、加害者の賠償すべき額を決定するに当

たり、損害を公平に分担させるという損害

賠償法の理念に照らし、民法 722 条 2 項の

過失相殺の規定を類推適用して、損害の発

生又は拡大に寄与した被害者の性格等の心

因的要因を一定の限度でしんしゃくするこ

とができる…。」「ある業務に従事する特定

の労働者の性格が同種の業務に従事する労

働者の個性の多様さとして通常想定される

範囲を外れるものでない限り、その性格及

びこれに基づく業務遂行の態様等が業務の

過重負担に起因して当該労働者に生じた損

害の発生又は拡大に寄与したとしても、そ

のような事態は使用者として予想すべきも

のということができる。しかも、使用者又は

これに代わって労働者に対し業務上の指揮

監督を行う者は、各労働者がその従事すべ

き業務に適するか否かを判断して、その配

置先、遂行すべき業務の内容等を定めるの

であり、その際に、各労働者の性格をも考慮

することができるのである。 
したがって、労働者の性格が前記の範囲

を外れるものでない場合には、裁判所は、業

務の負担が過重であることを原因とする損

害賠償請求において使用者の賠償すべき額

を決定するに当たり、その性格及びこれに

基づく業務遂行の態様等を、心因的要因と

してしんしゃくすることはできないという

べきである。」 

 
9 平成 19年に成立した労働契約法第 5条は、

 「A の性格は、一般の社会人の中にしば

しば見られるものの一つであって、A の上

司…らは、A の従事する業務との関係で、

その性格を積極的に評価していた」。「A の

性格は、同種の業務に従事する労働者の個

性の多様さとして通常想定される範囲を外

れるものであったと認めることはできない

から、Y 社の賠償すべき額を決定するに当

たり、A の前記のような性格及びこれに基

づく業務遂行の態様等をしんしゃくするこ

とはできない」。 
＜判決から汲み取りうる示唆＞ 
 本判決では、メンタルヘルス事案として

労働者の心身の健康に対する企業の安全配

慮義務違反がはじめて認められた。本判決

は 69 条や 70 条の 2 について直接の言及は

ないものの、メンタルヘルス事案における

リーディングケースである。本判決におい

て企業の責任や過失相殺に関する基本的な

考え方が示され以後の裁判例でも踏襲され

ているほか、本事案が精神障害に係る労災

認定の行政通達に転換がもたらされる契機

となるなど多大な影響を与えた。 
 本判決は、メンタルヘルスに関して特に

以下 2 つの点で重要な意義を有している。

第 1 に、安全配慮義務の射程に、就労場所

や設備などの物的な安全面だけでなく、労

働者の心身の健康に対する配慮が含まれる

ことを明らかにした。長時間労働によって

疲労や心理的負荷が蓄積されると労働者の

心身の健康が損なわれることがあるため、

使用者は労働者の過重な疲労やストレスを

防止する注意義務（健康配慮義務）を負うと

判断された 9。 

「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその
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また、この安全配慮義務に基づいて使用

者が損害賠償責任を負う場合の過失相殺の

類推適用（民法 722 条 2 項）について、裁

判所は被害者の性格等の心因的要因を一定

程度しん酌できるが、労働者の性格が同種

の業務に従事する労働者の個性の多様さと

して通常想定される範囲を外れるものでな

い限り、その性格等が損害の発生や拡大に

寄与する事態は使用者として予想すべきで

あり、しん酌できないと述べた。本事案で

は、神経質、几帳面、真面目といった労働者

に通常想定される程度の性格は損害賠償額

の算定においてしん酌されないと判断され

た。なお、その後の裁判例では労働者側の事

情を考慮して過失相殺を肯定した例も複数

ある 10。 
第 2 に、70 条の 2 に基づくメンタルヘル

ス指針策定の契機となった点である。 
本判決以前には、自殺はその者の判断（故

意）によるもので、その者の性格も影響して

おり、自殺した労働者に責任があるとする

考え方が少なからず存した。本判決は、業務

を原因として精神障害を発症し、自殺とい

う結果を招きうることが示された。いくつ

かの裁判例や本件のような裁判例の動向 11

から、いわゆる「過労自殺」が社会的にも認

 

生命、身体等の安全を確保しつつ労働する

ことができるよう、必要な配慮をするもの

とする」としているが、行政解釈（平成 24

年 8月 10日基発 0810第 2号）で、「生命、

身体等の安全」には「心身の健康」が含まれ

ることが明らかにされている。 
10 東加古川幼児園事件・最３小平成

12.6.27 労判 795 号 13頁（80％の過失相

殺）、三洋電機サービス事件・東京高判平

成 14.7.23労判 852号（80％の過失相殺）

識され救済が必要と捉えられるようになっ

た。あわせて、精神障害の労災認定に関して

従来の取扱いを大きく変更する初めての判

断指針「心理的負荷による精神障害の業務

上外に係る判断指針」（平成 11 年 9 月 14

日付け基発第 544 号）44が 1999（平成 11）
年に発出された。業務による心理的負荷に

よって精神障害を発病したと認められる者

が自殺を図った場合には、精神障害によっ

て正常な認識、行為選択能力が著しく阻害

され、または自殺を思いとどまる精神的抑

制力が著しく阻害されている状態で自殺が

行われたものと推定し、原則として業務起

因性が認められるものとされた。 
判断指針に基づく労災補償は事後補償で

あるところ、予防措置として、2000（平成

12）年に 70 条の 2 に基づく「事業場におけ

る労働者の心の健康づくりのための指針」

（旧メンタルヘルス指針）が策定された。職

場の安全衛生対策の１つとして、予防措置

の重要性も認識されはじめてメンタルヘル

ス指針として通達に登場した。 
それまで職場の安全衛生・事後補償とい

えば物的な安全面に力点が置かれていたが、

本事案によって職場でのメンタルヘルスも

重要であることが認識されるようになった。

等。 
11 過重労働により精神障害を発症、自殺し

たとして業務起因性を認める裁判例（加

古川労基署長（神戸製鋼所）事件・神戸地

判平成 8.4.26 労判 695 号 31 頁、大町労

基署長（サンコー）事件・長野地判平成

11.3.12 労判 764号 43頁）等が続き、審

査請求件数も増加傾向にあった。 
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本判決は、労災民訴という手法で争われ、会

社側の損害賠償責任が全面的に認められた

が、本事案の一連の裁判が契機となり、メン

タルヘルスに関する事前の労働安全衛生対

策および事後の労災補償に関する法整備が

進められることとなった。 
 

１１．．５５．．２２．．３３  22000066 年年メメンンタタルルヘヘルルスス指指

針針のの発発出出とと、、そそのの後後のの裁裁判判例例  
2006年（H18）、メンタルヘルス指針（「労

働者の心の健康の保持増進のための指針」）

が発出される。この指針は、70 条の 2 第 1

項、69条に基づく指針であるが、内容的に

は、「心の健康づくり計画」の実施に当たっ

ては、1 次予防（未然予防）から 3 次予防

（職場復帰支援等）の対策が必要であると

ともに、4つのケア（セルフケア、ラインケ

ア、事業場内スタッフによるケア、事業場外

資源によるケア）を継続的に実施すること、

メンタルヘルスの具体的進め方として、労

働者の心の健康には、作業環境、労働時間、

仕事の量と質、セクシュアルハラスメント

等職場内のハラスメントを含む職場の人間

関係、職場の組織及び人事労務管理 体制、

職場の文化や風土等の職場環境等が影響を

与えること及びその改善策が明記され、ま

た職場環境のみならず勤務形態や職場組織

の見直し等の様々な観点から職場環境等の

改善を行うものとされた。その他にも、職場

復帰の支援や個人情報の保護など、旧メン

タルヘルス指針の内容を大幅に充実化した

ものとなっている。（なお、パワーハラスメ

ントの文言、心の健康に関する情報を理由

とする不利益取扱いの防止、改正安衛法（66

条の 10）に基づくストレスチェック制度に

関する記述等は、平成 27年のメンタルヘル

ス指針の改正において付加されている。（メ

ンタル指針作成に伴い、旧メンタルヘルス

指針は廃止された。） 

このメンタルヘルス指針の作成された頃

から、メンタルヘルス指針を直接引用する

かどうかは別として、メンタルヘルス指針

の内容を踏まえた判決が出されるようにな

った。 

 

１１．．５５．．２２．．３３．．１１  メメンンタタルルヘヘルルスス指指針針をを

直直接接引引用用ははししてていいなないいもものののの、、そそのの内内容容をを

踏踏ままええたた判判断断ををししたた裁裁判判例例 

⑴例えば、メンタルヘルス指針が発出され

た翌年の国・静岡労基署長（日研化学）事

件・東京地裁平成 19 年 10 月 15 日判決は、

上司のいじめ・嫌がらせ（パワハラ）による

心理的負荷の強さとともに、その実態を把

握し改善することが難しい会社の勤務形態、

管理体制の問題により被災労働者の心理的

負荷を阻止、軽減することができなかった

として、精神障害の業務上認定において、メ

ンタルヘルス指針の内容を踏まえた判断を

した。 

国国・・静静岡岡労労基基署署長長（（日日研研化化学学））事事件件（（遺遺族族

補補償償給給付付不不支支給給処処分分取取消消請請求求事事件件））・・東東京京

地地裁裁平平成成 1199年年 1100月月 1155日日判判決決労労判判 995500号号 55

頁頁。。確確定定  

＜事案＞ 

原告の夫である従業員が自殺したのは，

従業員が勤務していた本件会社における業

務に起因する精神障害によるものであると

して，労働基準監督署長の遺族補償給付の

不支給決定の取消を求めた事案である。 
＜判決の概要＞ 
上司である係長の従業員に対する発言は、

10 年以上の MR としての経験を有する従業

－1893－



分担研究報告書（阿部未央） 

28 

 

員のキャリアを否定し、従業員の人格、存在

自体を否定するものもあること、係長の従

業員に対する態度に、同人に対する嫌悪の

感情の側面があること、係長の発言は、相手

方の立場や感情を配慮することなく、直截

に表現し、しかも大きい声で傍若無人に（受

ける部下の立場からすれば威圧的に）発言

するというものであることが認められ、ま

た、従業員の所属する部署の勤務形態（自宅

と営業先の直行直帰を基本とし、他の同僚

やＢ係長より上位の社員との接点が日常的

にはない等）からして、従業員は係長から受

ける厳しいことばを、心理的負荷のはけ口

なく受け止めなければならなかった上、周

囲の者や本件会社が、所属部署の人間関係

ひいては従業員の異常に気付き難い職場環

境にあったものと認められるとした。そし

て、このような勤務形態と会社の管理態勢

の問題も相まって、会社は、係長による従業

員の心理的負荷を阻止、軽減することがで

きなかったのであるから、一般人を基準と

して、社会通念上、客観的にみて、精神障害

を発症させる程度に過重なものと評価する

のが相当であるとした。 
＜判決の示唆＞ 
 メンタルヘルス指針を引用こそしていな

いものの、同指針の６⑵「職場環境等の把握

と改善」の内容を踏まえて、職場におけるハ

ラスメントやそれによる心理的負荷を阻止、

軽減するための勤務形態や管理体制の問題

点を認定し、業務の過重性、精神障害の発症

と自殺の業務起因性を丁寧な事実認定に基

づき判断した判決ということができる。 
⑵また、名古屋南労基署長（中部電力）・

名古屋高裁平成 19年 10月 31日判決は、

厳しい指導の範疇を超えた、いわゆるパワ

ーハラスメントとも評価される言動が継続

して行われ、業務も量的、内容的に増大

し、上司の支援体制も不十分で、長時間に

わたる時間外労働を強いられたことがうつ

病発症の大きな原因となったとして、業務

とうつ病発症、自殺との相当因果関係を認

めた。この判決も、内容的にはメンタルヘ

ルス指針の内容を踏まえた判断と評価でき

る。 

名名古古屋屋南南労労基基署署長長（（中中部部電電力力））事事件件（（遺遺族族

補補償償年年金金等等不不支支給給処処分分取取消消請請求求控控訴訴事事件件））・・

名名古古屋屋高高裁裁平平成成 1199 年年 1100 月月 3311 日日判判決決労労判判

995544号号 3311頁頁  

＜事案＞ 

被告（控訴人）会社に勤務していた被控訴

人の夫である従業員がうつ病に罹患して自

殺をしたのは，業務に起因するものである

として，被控訴人（名古屋南労基署長）の行

った遺族補償年金及び葬祭料の不支給処分

の取消を求めた事案である。 

＜判決の概要＞ 

Ｘの上司Ａは、Ⅹに対し、「主任失格」

「お前なんかいてもいなくても同じだ」な

どの文言を用いて感情的に叱責し、かつ結

婚指輪を身に着けることが仕事に対する集

中力低下の原因となるという独自の見解に

基づいて、Ⅹに対してのみ、死亡の前週ま

で複数回にわたって、結婚指輪を外すよう

命じていた。 

これらは、何ら合理的理由のない、単な

る厳しい指導の範疇を超えた、いわゆるパ

ワーハラスメントとも評価されるものであ

り、一般に相当程度心的負荷の強い出来事

と評価すべき。 

しかも、上記叱責や指輪を外すよう命じ

られたことが、一回的なものではなく、主
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任昇格後から太郎が死亡する直前まで継続

して行われたものであり、大きな心理的負

荷を与えたものと認められる。 

また、Ⅹの業務は量的、内容的に大きな

変化が生じていた(増大した)ものと認めら

れ、上司の支援体制も不十分であったこと

から、8月 86時間 24 分、9月 93時間 57

分、10 月 117時間 12 分、11月(7日分)39

時間 52分という長時間にわたる時間外労

働を強いられたものであり、これが、うつ

病の発症及びその進行の大きな原因となっ

た。 

したがって、業務とうつ病発症との相当

因果関係が認められ、うつ病発症と自殺と

の相当因果関係も認められる。 

＜判決の示唆＞ 

本件判決は、メンタルヘルス指針６⑵が

指摘する、上司の継続的なパワハラや労働

 
12 精神障害の業務起因性に関する裁判例と

しては、①上司による厳しい叱責、言動や

パワハラを理由に業務起因性を肯定した裁

判例として、奈良労基署長（日本ヘルス工

業）事件・大阪地判平成 19年 11 月 12日

労判 958号 54頁、諫早労基署長（ダイハ

ツ長崎販売事件）事件・長崎地判平成 22

年 10月 26日労判 1022号 46頁、国・神戸

労基署長（阪神高速パトロール）事件・大

阪高裁平成 29年 9月 29日判決（自殺）労

判 1174 号 43頁等がある。②長時間労働に

よる精神障害発症・自殺を認めた裁判例と

して、天満労基署等（CSKうつ病自殺）事

件・大阪高判平成 25 年 3月 14日労判

1075号 48頁、秋田労基署長（ネッツトヨ

タ秋田）事件・秋田地判平成 27 年 3月 6

日労判 1119 号 35頁等がある。 

精神障害による損害賠償請求を認めた裁

判例としては、①一定の業務軽減措置は行

っていたものの、依然として月 100時間を

超える時間外労働が継続しており、上司は

単に、指導、助言をするにとどまらず業務

命令で残業を禁止する等より厳しい対応を

時間（過度な長時間労働）、仕事の量と

質、職場の組織及び人事労務管理体制（支

援体制が不十分）の問題が労働者のうつ病

発症、自殺の原因となったとするものであ

る。 

このほかにも、パワハラや長時間労働、

勤務形態、管理体制の問題等を指摘し、精

神障害の発症、自殺の業務起因性を認定す

る判決、損害賠償請求を認容する判決が増

加している 12。 

これらのメンタルヘルス指針が発出され

た後の一連の裁判例は、「心理的負荷による

精神障害等に係る業務上外の判断指針」（平

成 11 年 9 月 14 日付基発第 544 号）の見直

しにつながり、2011年（平成 23）、「心理

的負荷による精神障害の認定基準」（平成

23 年 12 月 26 日基発 1226 号）が策定され

た。精神障害の労災認定実務は、以後、同認

すべきであったとした富士通四国システム

ズ（FTSE）事件（うつ病発症）・大阪地判

平成 20年 5月 25日労判 973号 76頁、月

90時間から 100時間を超える時間外労

働、連続勤務が続いていたにもかかわら

ず、適正な労働条件を確保するための必要

な措置・対応を怠っていたことが安全配慮

義務違反に該当するとしたアクセスメディ

ア事件・大阪地判令和 2年 1月 31日（う

つ病発症）LEX/DB25564864、②長時間の時

間外労働・休日労働が明らかに過重なもの

になっていることに加え、リーダーへの昇

格などの状況の中、業務量の調整、必要な

人員の配置や職務分担の見直し等、十分な

支援体制がとられないまま、放置されてい

たとして安全配慮義務違反を認めた山田製

作所事件（自殺）・福岡高判平成 19年 10

月 25日労判 955号 59頁、長時間労働に上

司のパワハラが加わりうつ病を発症し自殺

した事案について使用者の不法行為責任を

認めた後掲公立八鹿病院組合ほか事件（う

つ病自殺）広島高裁松江支部判平成 27年

3月 18日労判 1118号 25頁等がある。 
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定基準に従って運用されることとなる 13。

そして、上記平成 23年認定基準は、その策

定後、精神障害の業務起因性に関する判決

や安全配慮義務違反を理由とする労災民訴

の判決にも影響を与え、職場の健康管理、産

業保健にも反映されてゆくこととなる。 

 

１１．．５５．．２２．．３３．．２２  メメンンタタルルヘヘルルスス指指針針をを

引引用用しし、、事事業業者者のの措措置置義義務務、、安安全全配配慮慮義義務務

のの根根拠拠ととすするる裁裁判判例例  
裁判例の中には、メンタルヘルス指針を

引用し、安全配慮義務違反があるとしてい

る裁判例も存在する。例えば、以下の裁判例

である。 
⑴うつ病、適応障害で89日間の病気休暇を

取得した後に職場復帰した職員に対し、メ

ンタルヘルス指針に沿った職場復帰支援を

適切に行わなかったことが安全配慮義務違

反に該当するとともに、パワハラの訴えに

対して適切に対応しなかったことも安全配

慮義務の内容である職場環境調整義務に違

反するものであり、それらの義務違反によ

り職員のうつ病が増悪し、自殺に至ったと

して、損害賠償責任を認めた。 
ささいいたたまま市市事事件件・・東東京京高高判判平平成成2299年年1100月月
2266日日））労労判判1172号号26頁頁（（一審原告控訴に

基づき原判決一部変更・一部認容、一審被

告控訴棄却） 
＜事案の概要＞ 
 １審被告さいたま市の職員であった亡Ｃ

 
13 同認定基準は、労災申請件数の増大を背

景に、審査の迅速化、効率化のためにそれ

までの裁判例も踏まえて策定された（後記

注13）。内容的には、心理的負荷の程度を

出来事により類型化し、社会問題となって

いた長時間労働による心理的負荷の程度の

評価についても基準を設けた。行政による

が，さいたま市立ｅ小学校に業務主任とし

て勤務していた際，「うつ病，適応障害」の

病名で 89日間の病気休暇を取得し，職場復

帰してから約半年後に異動して，さいたま

市環境局施設部ａセンターｂ係の業務主任

として勤務していたところ，指導係であっ

たＤから暴行を受けるなどのパワーハラス

メントを受け続けたため，うつ病を悪化さ

せて自殺したなどとして，Ｃの両親である

１審原告らが，１審被告に対し，安全配慮義

務違反の債務不履行又は国家賠償法１条１

項に基づき損害賠償を請求した事案。 
 原審は、損害賠償責任を認めるとともに

8 割の過失相殺を認めたが、控訴審は過失

相殺を 7 割に変更した。 
＜判旨の概要＞ 

地方公共団体である１審被告は，その任

用する職員が生命，身体等の安全を確保し

つつ業務をすることができるよう，必要な

配慮をする義務（安全配慮義務）を負うも

のである。 
  そして，「労働安全衛生法７０条の２

第１項に基づき，同法６９条１項の労働者

の健康の保持増進を図るための必要な措置

に関して，適切かつ有効な実施を図るため

の指針として，労働者の心の健康の保持増

進のための指針（メンタルヘルス指針）が

策定され，心の健康問題により休業した労

働者の職場復帰支援を求めていることに鑑

みると，上記の安全配慮義務には，精神疾

労災認定業務は、それ以後上記新認定基準

に基づき判断されることとなったが、裁判

所の判断は、新認定基準は尊重しつつ、必

ずしも行政の認定基準にはとらわれずに業

務と発症等の相当因果関係を判断してい

る。 
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患により休業した職員に対し，その特性を

十分理解した上で，病気休業中の配慮，職

場復帰の判断，職場復帰の支援，職場復帰

後のフォローアップを行う義務が含まれる

ものと解するのが相当である。」 
 Ｃは，１審被告に採用された直後の平成

１４年に職務ストレスによる長期のストレ

ス障害と診断され，平成１６年には反復性

心因性抑うつ精神病と診断された経過があ

り，ｅ小学校に転任した直後である平成２

２年６月には「うつ病，適応障害」との病名

でほぼ上限である連続８９日間の病気休暇

を取得しているが，精神疾患によりほぼ上

限の８９日間の病気休暇を取得した旨の情

報は，職場復帰後のフォローアップという

観点からは，ｅ小学校のＯ校長が，Ｃの同意

を得るなどした上，本庁の人事担当者に対

し，異動先の上司らに病気休暇等の情報を

引き継ぐように求め，あるいは自ら上司ら

に情報を提供するなどすることが望まれた。

（ただし、本判決は、Ｃの職場復帰後におけ

る状況の詳細が明らかではない本件におい

ては，１審被告の組織内で適切に共有され

なかったからといって，直ちに安全配慮義

務に反するものということはできないとし

た）。 
 本件センターのＦ所長は，Ｃから，平成２

３年１２月１４日には体調不良を訴えられ，

翌１５日には，実際自殺念慮までも訴えら

れ，Ｃの精神状態が非常に危険な状況にあ

ることを十分認識できたのであるから，直

ちにＣの同意をとるなどし，自らあるいは

部下に命じるなどして主治医等から意見を

求め，産業医等に相談するなど適切に対処

をする義務があったにもかかわらず，自己

の判断で，勤務の継続をさせ，Ｃの精神状況

を悪化させ，うつ病の症状を増悪させたの

であるから，１審被告には，パワハラを放置

した点とともに、この点においても，安全配

慮義務違反がある。 
 Ｆ所長らが、パワハラの訴えを受けた後

に適切な対応をとり，Ｃの心理的な負担等

を軽減する措置をとっていれば，Ｃのうつ

症状がそれほど悪化することもなく，Ｆ所

長がＣから自殺念慮を訴えられた直後に主

治医や産業医等に相談をして適切な対応を

していれば，Ｃがそのうつ病を増悪させ，

自殺することを防ぐことができた蓋然性が

高かったものというべきであるから、１審

被告の安全配慮義務違反とＣの自殺との間

には，相当因果関係がある。 
＜判決から汲み取りうる示唆＞ 
（ⅰ）本判決は、努力義務である労安法 69
条やこれに関するメンタルヘルス指針を考

慮して、精神疾患により休業した職員が職

場復帰した後に適切なフォローアップ等を

行うことが事業者の安全配慮義務を構成す

ることを明示した判決として意義がある。 
（ⅱ）主治医との連携、産業医の助言等 
具体的には、本件では、Ｆ所長は、自殺を

する 6 日前に、Ⅽから、主治医の作成した

うつ病，睡眠障害及び適応障害により通院

加療中であること，約１か箇月の悪化傾向

が持続し，不眠を伴う重症うつ状態であり，

今後最低９０日間程度の加療及び自宅療養

が適切であり，９０日間の休職を要するこ

となどと記載された診断書の提出を受けて、

本人から自殺念慮があることも伝えられて

いたにもかかわらず、失職を心配するⅭ本

人の希望を受け入れて、自己の判断で出勤

を容認している点が問題となる。 
 メンタルヘルス指針の６⑷「職場復帰に
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おける支援」でも触れているように、管理

職、あるいはその相談を受けた人事総務の

担当者としては、本人の同意を取る等して

主治医の意見を聞き、あるいは産業医等に

相談をして適切な対応をすべきであった。

それを行うことなく、たとえ本人の希望が

あったとしても漫然と就労を認めたことは，

安全配慮義務違反とされてもやむを得ない

といわざるを得ない。 
 本件では、パワハラの訴えを受けた後に

適切な対応をとらなかったことも、うつ病

悪化の原因と認定されているが、パワハラ

のないように職場環境を改善することの重

要性もメンタルヘルス指針（６⑵「職場環境

等の把握と改善」）で指摘されているところ

である。 
（ⅲ）メンタルヘルス情報の適切な共有 
また、異動先の上司らに病気休暇等の情

報が引き継がれていなかった点も、Ⅽのパ

ワハラの訴えを放置したことと共に、同人

の症状を悪化させる要因になったと考えら

れる。 
メンタルヘルス指針の７「メンタルヘル

スに関する個人情報の保護への配慮」では、

「メンタルヘルスに関する労働者の個人情

報は、健康情報を含むものであり、その取

得、保管、利用等において特に適切に保護し

なければならないが、その一方で、メンタル

ヘルス不調の労働者への対応に当たっては、

労働者の上司や同僚の理解と協力のため、

当該情報を適切に活用することが必要とな

る場合もある」としており、本件でも、判決

が指摘するように、職場復帰後のフォロー

アップという観点からは，ｅ小学校のＯ校

長が，Ｃの同意を得るなどした上，本庁の人

事担当者に対し，異動先の上司らに病気休

暇等の情報を引き継ぐように求め，あるい

は自ら上司らに情報を提供するなどするこ

とが望まれたというべきである。 
⑵また、派遣労働者のうつ病罹患と自殺に

関して、派遣元及び派遣先にはメンタルヘ

ルス指針に沿って、派遣労働者の不調の具

体的内容と程度を把握し、産業医の診察を

受けさせる等する安全配慮義務があるとし、

派遣元会社と派遣先会社に対する損害賠償

請求の一部が認められた裁判例がある。 
テティィーー・・エエムム・・イイーーほほかか事事件件・・東東京京高高判判平平成成

2277 年年 22 月月 2266 日日労労判判 11111177 号号 55 頁頁（（原原審審：：

静静岡岡地地判判平平成成 2266 年年 33 月月 2244 日日労労判判 111177 号号

1122 頁頁））((確確定定))  
＜事実の概要＞ 
 亡 A は、平成 19 年 9 月 10 日より派遣会

社 Y1 に雇用され、派遣先会社 Y3 に派遣さ

れ原子力発電所で空調設備の監理業務等に

従事していたが、平成 22 年 12 月 9 日に自

宅で自殺した。 
 A は、Y1 に入社するより前から、遅くと

も平成 19 年 2 月頃には精神科等クリニッ

クを受診し、当初は不安障害や不眠症と診

断され、投薬治療を継続して受けていた。平

成 21 年 10 月か 11 月頃には、抑うつ気分、

気分の日内変動、興味関心の喪失という症

状が現れて、抑うつ剤の処方を受けるよう

になった。同年 12 月頃には、職場の人間関

係のストレスを感じやすく意欲が低下し、

集中力の低下があり、夜に翌日のことを考

えると辛くなると訴える状態に陥っていた。 
 A の残業時間は、平成 22 年（ただし 11
月まで）には 1 か月平均約 25.8 時間であっ

た。Y1 への入社面接で A は健康面では問

題がない旨述べており、年 1 回行われる健

康診断は、身体的及び精神的な不調をうか
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がわせるものはなかった。 A は平成 22 年

1 月から 12 月までの間に、体調不良等によ

る早退・休暇が 1 月に 1 回、3 月に 3 回、4
月に 2 回、7 月に 1 回、10 月に 1 回、12 月

に 1 回あった。 
 就業先である原子力発電所の所長 Y4 は、

A が体調不良により早退したことを心配し、

平成 22 年 4 月に Y1 の代表取締役 Y2 に電

話でその旨伝え、A の様子を聞くよう頼ん

だところ、A は Y2 に不眠で睡眠薬を服用

していると告げた。その後も 4 月中に Y4 が

直接 A に仕事の状況等を確認したほか、Y2
が A に対し体調等の状況を確認するメール

を数回送っている。同年 6 月には、Y2 と A
間でメールでのやりとりが 1 回あり、A か

ら Y２に対して体調が以前より改善してお

り、薬は服用していない旨の返信があった。

同年 10 月に Y2 が A に電話で健康診断の

再検査の結果を尋ね、異常がないことを確

認した。  
 A は、死亡までの間、業務遂行上の問題

点はなく、業務遂行中に奇異な又は異常な

言動があったことはうかがえない。また A
から、Y１及び Y2 に対し、うつ病に罹患し

ている旨の診断書は提出されていなかった。 
 A の妻子である X ら（原告・控訴人）は、

派遣元会社のY1社、Y１の代表取締役Y2、
派遣先会社のY3社及びY3の出張所所長で

ある Y4（被告・被控訴人）に対し、A のう

つ病を認識し又は認識することができたの

に安全配慮義務等を怠り A を自殺に至らし

めたとして、不法行為ないしは債務不履行

に基づく損害賠償請求をした。 
 原審は、X らの請求を棄却したため、X ら

が控訴した。 
＜判旨 一部認容、一部棄却＞ 

(ⅰ)  「A の自殺について Y らに法律上の

責任はない・・・が、Y1 社及び Y3 社は、

従業員である A の体調不良を把握した以上、

安全配慮義務の一環として、具体的に不良

の原因や程度等を把握し、必要に応じて産

業医の診察や指導等を受けさせるなどすべ

きであったのに、これを怠り、その限度で A
に対して慰謝料の支払義務が生じたものと

認められる」。 
(ⅱ) 安全衛生法は、69 条 1 項、70 条の 2
第 1 項に基づいてメンタルヘルス指針を策

定し、6(3)「メンタルヘルス不調への気づき

と対応」として、労働者からの相談に応ずる

体制を整備し、特に個別の配慮が必要と思

われる労働者から管理監督者が話を聞いた

り、労働者の家族に対してストレスやメン

タルヘルスケアに関する基礎知識を提供し

たりすることが望ましいなどとしている」。 
 この点、本件では、「Y１及び Y３社は、

それぞれ従業員に対する安全配慮義務の一

環として、…A が自殺に至るまでの間に、A
やＸらの家族に対して、単に調子はどうか

などと抽象的に問うだけではなく、より具

体的に、どこの病院に通院していて、どのよ

うな診断を受け、何か薬等を処方されて服

用しているのか、その薬品名は何かなどを

尋ねるなどして、不調の具体的な内容や程

度等についてより詳細に把握し、必要があ

れば、Y1 又は Y3 の産業医等の診察を受け

させるなどした上で、A 自身の体調管理が

適切に行われるよう配慮し、指導すべき義

務があったというべきである。それにもか

かわらず、Y１及び Y３は、いずれも A に

対して通院先の病院や診断名や処方薬等に

ついて何も把握していないのであって、従

業員である A に対する安全配慮義務を尽く
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していなかったものと認めることができ

る。」 
(ⅲ)  「もっとも、A は、Y1 に入社した際

の面接で健康面に問題はないと述べ、…入

社後も…毎年 7 月に実施された健康診断に

おいて精神面の不調等を訴えてはいないし、

Y1 や Y3 に対してうつ病に罹患していると

の診断書等を提出したこともないが、この

ことは、A 自身が解雇されることなどを恐

れてうつ病又はうつ状態に陥っていること

を明かそうとしなかったものと考えられ

る」。A が自身の病状を説明しなかった「原

因の 1 つには、Ｙ4 やＹ2 の A に対する日

頃の対応があったのではないかとも考えら

れ、そのこと自体、Y1 や Y3 における従業

員に対する安全配慮義務の履行が必ずしも

十分なものではなかったことを推認させ

る」。 
 しかし、A の同僚らにおいても、「同居し

て一緒に生活していた X らにおいても、A
の自殺のおそれを事前に察知することまで

はできなかったのであるから、Ｙ4 やＹ2 に

おいても、A が自殺に至るほどに深刻な状

況にあることまで把握することは困難であ

ったといわざるを得ない。」 
 「そうすると、本件では、Y1 及び Y3 に

おいて A に対する安全配慮義務の履行に十

分ではないところがあったとは認められる

ものの、その安全配慮義務違反と A の自殺

との間に相当因果関係があるとまでは認め

られないというべきであるが、…一切の事

情を総合的に勘案するならば、Y1 や Y3 の

安全配慮義務違反によって A に生じた精神

的苦痛を慰謝するには 200 万円の損害賠償

を認めるのが相当であ」り、X ら相続人は

法定相続分に応じて分配される。 

 
＜判決から汲み取りうる示唆＞ 
 本事案では、派遣元及び派遣先会社は体

調不良であった派遣労働者に対し、不調の

具体的な内容や程度等をより詳細に把握し、

必要に応じて産業医の診察を受けさせるべ

きであったとして、両事業者の安全配慮義

務違反が認められたが、安全配慮義務違反

とその自殺との間に相当因果関係があると

までは認められないとして自殺に至ったこ

とに関する法的責任は否定され、慰謝料の

支払いのみ認められた。 
 本判決から汲み取りうる示唆として、以

下の 3 点があげられる。 
第 1 に、本判決は、前掲さいたま市事件

判決と同様に、事業者に対し、メンタルヘル

ス指針を挙げて、安全配慮義務違反を認め

た点に意義がある。 
 第 2 に、本判決は安全配慮義務を構成す

る「適切な措置」に関する具体的な内容（特

に、体調に懸念のある労働者に対してとる

べき措置）を示した一例といえる。使用者は

労働者の心身の健康を損なわないよう注意

する義務を負っており、健康診断などを実

施し労働者の健康状態を把握したうえで、

業務の軽減などの適切な措置を講じなかっ

た場合には、安全配慮義務に違反すると解

されている（前掲電通事件最判）。本判決は、

労働者を就労させるに際し、その心身の健

康を損なわないよう注意する義務（安全配

慮義務）の内容として、メンタルヘルス指針

を念頭に、メンタル不調に陥った労働者の

早期発見と適切な対応を測るために、体調

に懸念のある労働者に対しては、抽象的に

体調を尋ねるだけでは足りず、通院や診断、

投薬の状況等を聞く等して、不調の具体的
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な内容や程度等を詳細に把握し、必要に応

じて産業医の診察を受けさせるなど体調管

理が適切に行われるよう配慮し、指導すべ

き義務があったとして、会社の安全配慮義

務違反を認めている。 
なお、本判決は、Ａに対して直截に具体的

な病名等を確認しようとしても、A が素直

にこれに応じてうつ病又はうつ状態にある

ことを説明したか否かについては、不明と

いう他はないとする一方、A がそのような

不安（病名を明らかにすると解雇されるか

もしれないという不安）を抱くようになっ

た原因の 1 つには、被控訴人Ｙ４や被控訴

人Ｙ２のＢに対する日頃の対応があったの

ではないかとも考えられ、そのこと自体、被

控訴人派遣会社や被控訴人派遣先会社にお

ける従業員に対する安全配慮義務の履行が

必ずしも十分なものではなかったことを推

認させるものである。」としている。 
メンタルヘルス指針は、「６⑶メンタルヘ

ルス不調への気付きと対応」において、メン

タル不調者の早期発見と適切な対応を図る

必要があるとして、事業者は、労働者が自ら

相談を行えるよう必要な環境整備を行うと

ともに、管理監督者は、日常的に、労働者か

らの自発的な相談に対応するよう努め、個

別の配慮が必要と思われる労働者から、話

を聞き、適切な情報を提供し、必要に応じ事

業場内産業保健スタッフ等や事業場外資源

 
14 東芝うつ病事件・最二小判平成 26 年 3
月 24 日裁判所時報 1600号１頁、労判
1094号 22 頁。1 審：東京地判平成 20 年 4
月 22 日労判 965 号 5 頁、原審：東京高判
平成 23 年 2 月 23 日労判 1022号 5 頁）過
重労働により労働者がうつ病を発症したこ

への相談や受診を促すよう努めるものとす

るとしているが、上記の裁判所の指摘は、本

件のように、仮により具体的な不調の内容

を聴取しようとしても明らかにされなかっ

た可能性がある場合であっても（なお、健康

情報は要配慮個人情報であるから、原則と

して、本人の同意を得なければ取得するこ

とができない。個人情報保護法20条2項）、

こうしたメンタルヘルス不調の早期発見と

適切な対応に努めること自体が、安全配慮

義務の重要な内容となり得ることを指摘す

るものと理解できよう。 
なお、東芝（うつ病・解雇）事件・最二小

判平成 26 年 3 月 24 日 14では、メンタルヘ

ルスに関する通院歴、病名、薬剤の処方等の

情報は、労働者にとって、自己のプライバシ
ーに属する情報であり、人事考課等に影響

しうる事柄として通常は職場に知られるこ

となく就労を継続しようとすることが想定

される性質の情報であるところ、使用者は

労働者からの申告がなくても、その健康に

かかわる労働環境等に十分な注意を払うべ

き安全配慮義務を負っているとしてうつ病

発症について使用者の安全配慮義務違反が

認められた。 
上記最判は、同事件の原告は過重な業務

が続く中で、相当日数の欠勤をしたり、業務

軽減の申出をしたり、産業医にその状態を

申告するなどしていたことから、被告会社

とについて使用者の安全配慮義務違反が認
められ、労働者からメンタルヘルス情報の
申告がないこと重視するのは相当でなく、
過失相殺の対象とすることはできないとさ
れた。 
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としては、そのような状態が過重な業務に

よって生じていることを認識し得る状況に

あり、その状態の悪化を防ぐために原告の

業務の軽減をするなどの措置を執ることは

可能であったというべきであるとして、発

症に対する責任を認めたのであって、本件

事案とは事実関係が異なっている。本件事

案では、過重な業務は認定されておらず、労

働者は精神面での体調不良を会社に訴えて

いなかった上に、早退・休暇も多くなく、う

つ病に関する診断書も提出されていなかっ

たことなどから、Ａが自殺に至るほどに深

刻な状況にあることまで把握することは困

難であったとされ、自殺に対する責任は否

定されたものである。 

 第 3 に、派遣元会社と派遣先会社の双方

に安全配慮義務違反を認めた点である。安

全配慮義務は、単に労働契約上の義務であ

るだけでなく、「特別な社会的接触関係」に

ある当事者間における付随義務であると解

されている 15。本判決は派遣先会社も、派

遣労働者に対し、（メンタルヘルス指針を考

慮した）安全配慮義務を負うことを確認し

たものといえる。 
 なお、本判決では派遣元及び派遣先会社

の代表取締役等の個人責任は否定されてい

る 16 

 

１１．．５５．．２２．．３３．．３３  メメンンタタルルヘヘルルスス指指針針

「「職職場場復復帰帰ににおおけけるる支支援援」」ににかかかかわわるる裁裁判判

例例  
⑴ 長時間労働等により精神疾患を発症し、

 
15 陸上自衛隊八戸車両整備工場事件・最三

小判昭和 50 年 2 月 25 日民集 29 巻 2 号

143 頁など。 
16 反対に、出向及び出向先のみならず、両

寛解して職場復帰したものの再燃した事案

において、使用者の安全配慮義務違反が認

められた例（建建設設技技術術研研究究所所事事件件・・大大阪阪地地

判判平平成成2244年年22月月1155日日労判1048号105頁） 
＜事実の概要＞ 
 建設コンサルタント業務を行う Y 社に勤

務する入社 2 年目の X は、長時間労働と上

司らによる激しい叱責のため精神疾患を発

症し、1 か月間自宅で療養し、寛解した後に

元の職場に復帰したが、長時間労働により

再び発症（再燃）した。6 か月間の自宅療養

後、元の職場とは異なるパソコン処理業務

を任されたが、欠勤や遅刻が続き、主治医や

産業医から X は就労可能との診断がなされ

た後も、X が欠勤を続けていたため、Y 社

は正当な理由なく欠勤を続けているとして

労基法 19 条 1 項に基づき X を解雇した。

X は 2 度の精神疾患発症は過重業務等が原

因であり、欠勤は業務による精神疾患によ

るものであるとして、本件解雇の無効や安

全配慮義務違反による慰謝料請求などを請

求した。 
 
＜判旨 一部認容、一部棄却＞ 
(ⅰ)X は、長時間労働により強度の心理的負

荷を受け、上司から頻繁に叱責を受ける等、

継続的に強い心理的負荷を受けていたもの

であり、過重な業務と精神疾患の発症との

間には相当因果関係が認められる。また、寛

解後、一旦は職場復帰したものの、X は、定

時勤務・軽減勤務との条件で復帰したにも

かかわらず、月間の時間外労働時間が 100

者の代表取締役等の個人責任も肯定した裁

判例として、ネットワークインフォメーシ

ョンセンターほか事件・東京地判平成 28
年 3 月 16 日労判 1141 号 37 頁がある。 
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時間を超える状態になる等、X への配慮が

十分になされていなかったことが認められ

るので、復帰後の過重業務と精神疾患の再

燃との間には相当因果関係が認められる。 
(ⅱ)また、X は、過重な業務を担当したこと

などにより、強度の心理的負荷を受け、それ

により精神疾患を発症し、その後も寛解し

ては再燃を繰り返すという経過をたどった

ものといえ、上司らは X が著しく長時間に

わたり業務に従事し健康状態が悪化してい

ることを認識しながら、負担軽減措置をと

らなかったことについて過失があり、Y 社

は安全配慮義務違反に基づく責任を負う。 
(ⅲ) なお、解雇については、X は、本件解

雇がされた当時は、X が業務上疾病にかか

り療養のために休業する期間及びその後

30 日間に当たらず、本件解雇が労基法 19
条 1 項に違反するということはできないと

した。 
＜判決から汲み取りうる示唆＞ 
 本判決は、直接の言及はないものの、メン

タルヘルス指針における「職場復帰におけ

る支援」に沿った内容となっている。 
本件では、1度目の自宅療養後に寛解し、

定時勤務・軽減勤務の条件下で復帰したも

のの十分な配慮がなされずに、月 100 時間

を超える時間外労働をするなどした結果、

症状が再燃している。メンタルヘルス指針

は、６⑷「職場復帰における支援」において、

メンタルヘルス不調により休業した労働者

が円滑に職場復帰し、就業を継続できるよ

うにするため、事業者は、その労働者に対す

る支援として、衛生委員会等において調査

審議し、産業医等の助言を受けながら職場

復帰支援プログラムを策定することを挙げ

ている。指針も指摘するように、メンタルヘ

ルス不調者の職場復帰に向けた職場のサポ

ートは、労働者の体調回復に大きな影響を

与える。特に初期の段階で十分な支援を行

うことが重要である。 
⑵休職中の労働者への接触方法など労働者

が療養に専念できるように配慮する使用者

の義務に違反するとされた例。 
ワワココーールル事事件件・・京京都都地地判判平平成成 2288 年年 22 月月 2233
日日労働判例ジャーナル 51 号 13 頁） 
＜事実の概要＞ 
 Y 社と有期労働契約を締結し、販売員と

して勤務していたⅩが、適応障害及び軽症

うつ病エピソードを発病し、休職していた

ところ、精神疾患の発症や慢性化は、Y 社

が職場環境の改善を行わなかったことが原

因であるとして、不法行為等に基づく損害

賠償を請求した事案である。なお、これに関

する労災保険給付の請求については、京都

下労働基準監督署が不支給決定処分を行い、

不支給決定処分の取消しを求めた審査請求

も棄却されている。 
＜判旨 一部認容＞ 
休職前の職場環境改善義務違反を否定し、

職場復帰支援プログラムの策定が法令上あ

るいは労働契約上も使用者に義務付けられ

ていたとは認められないとした上で、休職

中の使用者の労働者が療養に専念できよう

に配慮する義務違反について、以下のよう

に判断している。 
 X の上司は、X から X が適応障害と診断

されたことを告げられ、そのことを認識し

ていたので、Y は X が療養に専念できるよ

うに配慮すべきであり、少なくとも積極的

に X の精神障害の増悪をもたらすような行

為を行ってはならないという義務を負って

いた。Y は X から医師に Y の関係者と会う
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ことを止められている旨伝えられていたの

で、X の主治医を介して、あるいは主治医

から X との接触の手順につき教示を受けた

上で、これに従って原告と接触するなどの

方策を講じるべきであり、X へ直接接触は

差し控えるべき義務を負っていたと認めら

れるにもかかわらず、Y は主治医等の付添

いもなく X と面談したのであるから、Y に

は上記義務の違反が認められる。 
また、有期契約の更新など X に不利益な

内容を含む打合せをし、X の了解を得るに

当たっては、少なくとも X の精神障害に増

悪をもたらさないよう、X へ配慮を行うべ

き義務、少なくとも不利益な条件を提示す

ることについての合理的な説明を十分に行

うべき義務を負っており、義務違反が認め

られる。 
Y の義務違反行為が X の精神障害に悪影

響を与えたことについての精神的苦痛に対

する慰謝料を損害として賠償する義務があ

る。 
＜判決から汲み取りうる示唆＞ 

本判決は、療養休職中の労働者に対する

使用者の応対につき労働者が療養に専念で

きるようにする配慮義務に違反すると判断

された珍しい判決であり、休職中のメンタ

ルヘルス不調者に対する会社の具体的な対

応方法として実務上参考になる。 
メンタルヘルス指針６⑷「職場復帰にお

ける支援」は、メンタルヘルス不調により休

業した労働者が円滑に職場復帰し、就業を

継続できるようにするため、事業者は、その

労働者に対する支援として、衛生委員会等

において調査審議し、産業医等の助言を受

けながら職場復帰支援プログラムを策定す

ること、職場復帰支援プログラムにおいて

は、休業の開始から通常業務への復帰に至

るまでの一連の標準的な流れを明らかにす

るとしているが、本判決は、使用者の健康配

慮義務が、復帰に至る手続きを含む療養休

職中の労働者への配慮にも及びうることを

示した点に意義がある。 
本事案では、労働者が上司に電話で、主治

医から会社の関係者と直接会うことを止め

られていると伝えたにもかかわらず、主治

医を介さず、複数回、直接面談をした点が問

題となった。特に、有期契約の期間満了が差

し迫ったなかで、労働者に不利益な内容の

打合せが行われた場面では、労働者の精神

障害への配慮を行うべきであり、少なくと

も不利益な条件提示について合理的な説明

を十分に行うべき義務を負っていたと判断

されている。 
なお、本判決は、休職中の職場復帰支援プ

ログラムの策定については、法令上使用者

に義務付けられているわけではないと判断

している。個別事案の判断であり、本事案の

場合に職場復帰プログラムの策定が法律上

義務付けられるとはいえないとしても、メ

ンタルヘルス指針６⑷における「職場復帰

における支援」等を参考にしながら、職場復

帰プログラムを整備することが労働者が職

場に適応し、長期間働くうえで重要な意義

を有することは確認をしておくべきであろ

う。 
 

１１．．５５．．２２．．４４  メメンンタタルルヘヘルルスス指指針針をを踏踏まま

ええたた内内容容のの安安全全配配慮慮義義務務履履行行体体制制をを構構築築すす

るるここととのの重重要要性性をを強強調調すするる裁裁判判例例 
公公立立八八鹿鹿病病院院組組合合ほほかか事事件件・・広広島島高高裁裁松松江江

支支判判平平成成 2277 年年 33 月月 1188 日日労判 1118 号 25
頁。1 審：鳥取地裁米子支判平成 26 年 5 月
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26 日労判 1099 号 5 頁。最 2 小判平成 28
年 3 月 16 日が上告棄却、不受理確定）は、 

整形外科の医師として、Y１病院に派遣され

勤務していた亡 A が Y１病院における月

100 時間を優に超える過重労働や上司のパ

ワハラにより、うつ病を発症し、赴任から 2
か月余りで自殺に至った事案である。A の

相続人 X らが Y１らに対し債務不履行また

は不法行為に基づく損害賠償を請求した。 
判決は、過重業務やパワハラが亡 A に与

えた心理的負荷は非常に大きく、本件疾病

との間には相当因果関係が認められるとし

た。 
＜判決から汲み取りうる示唆＞ 
 本判決は、労働安全衛生委員会で提言さ

れた安全配慮義務を履行するための体制の

構築、諸措置を実施していれば、被災を防止

し得る蓋然性があったとしているが、その

具体的な内容は、長時間労働者に対する医

師による面接指導を確実に実施するために、

対象者を労働安全衛生委員会へ報告し、ま

た、労働者が自己の労働時間数を確認でき

るシステムを作る、事業場内産業保健スタ

ッフによる面接指導や相談を受ける体制・

方法の整備。労働安全衛生法に則った指針

等の作成。職員に対する啓蒙活動、産業医や

健康センター保健師らによるメンタルヘル

ス専門部会を作り、カウンセラーからの相

談、休職者、復職リハビリ対象者などの検討

を随時行う等であり、その内容は、メンタル

ヘルス指針の６「メンタルヘルスケアの具

体的進め方」の⑴教育研修・情報提供、⑶ア

労働者による自発的な相談とセルフチェッ

ク、イ管理監督者、事業場内産業保健スタッ

フ等による相談対応等で詳細に記載されて

いる内容である。 

本判決は、安衛法 69 条やメンタルヘルス

指針に直接言及はしていないが、同指針を

踏まえた、トータルな安全配慮義務履行体

制を構築することの重要性を指摘した判決

ということができる。 
 
１１．．５５．．２２．．４４  メメンンタタルルヘヘルルスス指指針針をを踏踏まま

ええたた適適切切なな対対応応ををととるるここととななくく、、無無断断欠欠勤勤

のの事事実実ののみみをを重重視視ししてて懲懲戒戒免免職職処処分分ととししたた

ここととはは裁裁量量権権のの濫濫用用ににああたたりり無無効効ととししたた例例  
名名古古屋屋高高判判平平成成 30 年年 3 月月 14 日日懲戒免

職処分取消等請求控訴事件（裁判所ウェブ

サイト））。 
＜事実の概要＞ 
愛知県職員として採用された控訴人は，

自分は職場で不要な人間と考えるようにな

り，次第に仕事が嫌になり，職場にいること

が耐えられず，逃げ出したい気持ちになっ

ていたが、始業時刻ぎりぎりに行くと出勤

自体をやめてしまうおそれがあると考え，

そういうことが起きないように，通常の始

業時刻である午前 8 時 45 分よりも早めに

職場に出勤していたところ、短期間の間に，

当日届け出の 1 日単位の休暇を 9 日も立て

続けに取得し、上記 9 日のうち 7 日は，い

ずれも当日の朝は 1 日仕事をするつもりで

1 時間余りの通勤時間をかけて午前 7 時台

にいったん出勤しながら，気持ちが非常に

焦って落ち着かず，職場にいたたまれなく

なり，パソコンを開いてメールチェックを

して必要なメールの返信を行った後，出退

勤等管理システムが使えるようになる午前

8 時まで待って自身でパソコンのシステム

に登録をし，班長であるＪ課長補佐の許可

をもらって職場を離れるという，特異な休

暇申請を続けていた。 
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Ｊ課長補佐は，控訴人のこのような特異

な休暇の取得申請の理由等を確認したり，

仕事上の支障の有無について話題にしたり

することはなく，控訴人の上記のような精

神状況を確認しないままに，漫然と休暇取

得の許可を与え，特異な休暇申請をし続け

ていることについて，上司であるＢ課長に

報告することもしなかった。 
欠勤を開始した当日は，控訴人は，午前８

時まで職場で待つことすらできず，休暇届

の手続をしないままに職場を離れ、その後、

控訴人は，職場にも母にも連絡することな

く，スーパーのゲームコーナーやゲームセ

ンターなどで時間をつぶし，夜はネットカ

フェで睡眠をとるなどして過ごし，携帯電

話にも一切出ない生活をつづけた。 
職場の上司らは、本人と連絡を取ろうと

したが、とることができなかった。 
被控訴人は、47 日間の無断欠勤を理由に

控訴人を懲戒免職処分及び退職手当支給制

限処分としたところ、控訴人は、上記各処分

の取消しを求めて本訴を提起した。 
原審は、職員の請求をいずれも棄却して

いた。 
＜判旨 原判決取消・請求認容＞ 
（ⅰ） 「労働者の心の健康の保持増進のた

めの指針」（メンタルヘルス指針）では，メ

ンタルヘルス不調の労働者の早期発見と適

切な対応を図る必要があるが，管理監督者

は，日常的に，労働者からの自発的な相談に

対応するよう努めるとともに、特に個別の

配慮が必要と思われる労働者から，話を聞

き，適切な情報を提供し，必要に応じ事業場

内産業保健スタッフ等や事業場外資源への

相談や受診を促すよう努めるものとしてい

る。また、同指針を踏まえた管理監督者によ

る部下への接し方の取組内容としては「い

つもと違う」部下に早く気づくことが大切

だとされているところ，「遅刻，早退，欠勤

が増える。」は，「いつもと違う」部下の様

子の具体例の最初に挙げられている。 
（ⅱ）上記のような控訴人の休暇取得状況

は，頻度だけではなく，その経緯も，控訴人

のそれまでの行動様式とズレており，「いつ

もとは違う」特異なものであり，控訴人はメ

ンタルヘルスの不調を疑うべき明瞭な兆候

を発していたといえ，このころから控訴人

は，うつ病ないしそれに類似する精神の病

気に罹患していたものと認められる。 
被控訴人は，上記のような控訴人の特異

な行動に気付いてメンタルヘルスの不調を

早期発見し，控訴人から話を聞き，適切な情

報を提供し，必要に応じ事業場内産業保健

スタッフ等や事業所外資源への相談や医療

機関の受診を促すよう努めるべきであった

といえ，そのようにしていれば，控訴人がう

つ病ないしそれに類似する精神の病気に罹

患していたことを確認することができ，休

暇届も出さずに突然職場から遁走するなど

という事態になることは避けられた可能性

が極めて高い。 
・・・このような奇異な休暇申請がその後

立て続けに繰り返されたにもかかわらず，

そのサインを放置し，不服申立てがされた

以降もこれを看過している被控訴人の責任

は重いというべきである。 
（ⅲ） 以上のように、無断欠勤に至る前に

控訴人が発していた精神状態の不調を疑う

べき明瞭な兆候を見逃し，とるべき適切な

対応をとらなかった上，本件無断欠勤後も

控訴人の精神状態を正しく認識しないまま，

控訴人の欠勤日数のみをことさら重大視し
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て本件免職処分を行ったものというべきで

あり，その判断の基礎になる事実に対する

評価において明白に合理性を欠くことによ

り，その判断が社会通念に照らし著しく妥

当性を欠くことは明らかであるから，裁量

権の範囲を逸脱又は濫用した違法なもので

ある。 
＜判決から汲み取りうる示唆＞ 
（ⅰ）本件は、47 日に及ぶ無断欠勤とその

間の職員の行動のみを捉えれば、相応の懲

戒処分もやむを得ないと思われる事例であ

るが、本判決は、その原因としてうつ病ない

しそれに類似した精神障害にり患していた

ことが認められ、特異な休暇取得の状況等

メンタルヘルスの不調を疑うべき明瞭な兆

候を発していたのであるから、メンタルヘ

ルス指針を踏まえれば、職員から話を聞き，

適切な情報を提供し，必要に応じ事業場内

産業保健スタッフ等や事業所外資源への相

談や医療機関の受診を促すよう努めるべき

であったにもかかわらずそれを怠ったとし

て、管理監督者らの対応を厳しく批判して

いる。 
（ⅱ） 本判決が、メンタルヘルス指針にお

いて「職場でメンタルヘルス不調に陥る労

働者が発生した場合は，その早期発見と適

切な対応を図る必要があり，管理監督者は，

日常的に，労働者からの自発的な相談に対

応するよう努める必要があり，・・・特に個

別の配慮が必要と思われる労働者から，話

を聞き，適切な情報を提供し，必要に応じ事

業場内産業保健スタッフ等や事業場外資源

への相談や受診を促すよう努める」とされ

ていること及び同指針を踏まえ、管理監督

者が部下の「いつもと違う」様子に早く気づ

くことの大切さを強調している点は、重要

である。 
メンタルヘルス指針に規定された上記対

応は、法律上は努力義務にとどまるが、その

基本的な努力を尽くすことなく懲戒免職処

分を行うことは、合理性を欠き、任命権者の

裁量を逸脱した懲戒処分と判断される可能

性があることを示した裁判例である。 
私企業の労働者の場合には、メンタルヘ

ルス不調の疑われる労働者に対し、メンタ

ルヘルス指針を踏まえた適切な対応をする

ことなく懲戒解雇等の懲戒処分に及んだ場

合には、労契法 15 条に基づき権利濫用とさ

れる可能性がある。 
なお、日日本本ヒヒュューーレレッットト・・パパッッカカーードド事事

件件・・最最二二小小判判平平成成 24 年年 4 月月 27 日日裁判集民 
240 号 237 頁は、被害妄想などの症状から

出勤を拒否し、無断欠勤を 40 日余り継続し

た社員に対する懲戒処分（諭旨退職）の有効

性が問題となった事件について、「このよう

な精神的な不調のために欠勤を続けている

と認められる労働者に対しては、精神科医

による健康診断を実施などしたうえで、診

断結果等に応じて、必要な場合には治療を

勧めた上で休職処分等の処分を検討し、そ

の後の経過を見るなどの対応を採るべきで

あり、直ちに諭旨退職の懲戒処分を採るこ

とは・・・適切なものとはいい難い」として

懲戒処分を無効としている。 
明示的に判決でメンタルヘルス指針を引

用するかどうかは別として、メンタル不調

が疑われる社員に対しては、裁判所は、メン

タルヘルス指針の考えに沿った、労働者の

健康に配慮した慎重な対応を求めていると

いえよう。言い方を変えれば、事例性の背後

に疾病性が伺われる場合には、それに見合

った適切な配慮を義務付けているといって
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よい。 
事業者（職場においては、特に管理監督

者）は、メンタルヘス指針を踏まえながら、

部下から話を聞き，適切な情報を提供し，必

要に応じ、メンタルヘルス不調の疑われる

労働者に対しては、事業場内産業保健スタ

ッフ等や事業場外資源への相談や受診を促

すよう努めるとともに、医師の受診を勧め、

拒否をする場合は受診命令を出すことも検

討する必要がある。 
なお、裁判所は、就業規則に受診命令の根

拠規定を設けている場合 17はもちろん 、た
とえ就業規則に規定がない場合 18であって

も 、受診を命じる合理的かつ相当な理由が

ある場合には、受診命令は有効としている。 

 
Ｄ．考察 及び Ｅ．結論 
 少子高齢化が進み、労働力人口が急速に

減少する中で、一億総活躍社会の実現が唱

えられている。女性活躍、障害者雇用ととも

に、高齢者も健康でその能力を十分に発揮

できるよう、健康保持増進措置（トータル・

ヘルスプロモーション・プラン、THP）と

して、職場における健康づくりを推進して

 
17 帯広電報電話局事件・最一小判昭和 61

年 3月 13日裁判集民 147 号 237 頁は、必

要かつ相当な場合に法定外健康診断を命じ

ることができる旨の就業規則、労働協約を

設けていたところ、頚肩腕症候群の長期罹

患者（労災）に対し病気の治癒回復を目的

に総合精密検査を命じた業務命令は、合理

性、相当性が認められ、有効であり、業務

命令を拒否したことを理由とする懲戒戒告

処分は有効とした。 
18 京セラ事件・最高裁一小判昭和 63年 9

月 8日、東京高判昭和 61年 11月 13日労

判 487 号 66 頁 は、休職中の社員が、

自らの疾病を業務に起因するものと取扱う

ように求めた事案において、就業規則等に

いくための施策が講じられている。そこで

は全労働者を対象として、心身両面にわた

る勤務時間のみならず日常生活全般におけ

る健康指導や生活習慣の改善に向けた取組

みが必要である。 
 事業者が有効かつ適切に職場における健

康づくりに取り組むことができるよう、健

康保持増進指針とメンタルヘルス指針によ

って詳細かつ具体的な取組み方法が示され

ており、重要な指針となっている。前者の健

康保持増進指針は 1988（昭和 63）年の労安

法改正で新設された。他方、後者のメンタル

ヘルス指針は労働者のストレスやそれに伴

う精神障害を患う事例も散見されその必要

性が認識されていたが、行政や企業におけ

る取組が本格化したのは、2005（平成 17）
年以降と遅かった。 
 近年の改正では、事業場内の専門家のみ

ならず事業場外の資源も積極的に活用する

こと、事業場全体で集団的に取り組むこと

で健康に関心のない労働者も巻き込み自然

と健康づくりに取組むことができるような

環境整備を行う必要性が指摘されている。 
 これらの規定は努力義務規定であるが、

指定医受診に関する定めはないが、当該社

員の疾病が業務に起因するものか否かは同

人の以後の処遇に直接に影響するなど極め

て重要な関心事であり、しかも当該社員が

当初提出した診断書を作成した医師から当

該社員の疾病は業務に起因するものではな

いとの説明があったこと等から、改めて職

業病の専門医の診断を受けるように求める

ことは、労使間における信義則ないし公平

の観念に照らし合理的かつ相当な理由のあ

る措置であり、就業規則等にその定めがな

いとしても指定医の受診を指示することが

でき、当該社員はこれに応ずる義務がある

とした。 
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これらの規定に基づく具体的な取組みがな

されないまま、労働者の職場環境等が改善

されず、健康が害される場合には、安全配慮

義務違反を判断する際の考慮要素あるいは

疾病の発症・増悪の業務起因性の判断の考

慮要素になることも判例によって示されて

いる。また、メンタル不調が疑われる労働者

に対しては、これら規定を踏まえた適切な

対応をとることなく行われる懲戒処分は、

違法とされる可能性があることも示されて

いる。 
 このように、本条及びそれに基づく指針

は、労働者の健康確保のために現場をある

べき方向に誘導し問題の発生を未然に防止

するとともに、問題が発生した場合には、事

業者の責任の有無や労災の認定判断等、事

後救済の判断基準としての役割を持ってい

るということができる。 
 先に述べた我が国の直面する状況を背景

に、高齢者をはじめとする労働者の労働市

場への参入を後押しする労働政策が求めら

れるとともに、医学的な知見の発達を踏ま

え、狭い意味での職場における健康管理に

とどまらないトータルな健康の保持増進措

置の推進が益々求められるようになってい

る。 
 労働安全政策の歴史的な経緯を見れば明

らかなように、我国の労働安全政策は狭い

意味での職場における危険防止策から始ま

り、次第にその対象を広げ、労災の予防と労

働者の健康確保のための労安法の改正と労

働基準法の改正、労働契約法の成立と改正、

事後救済措置としての労災保険法、労災の

認定基準の改正が相互に関連しながら展開

してきた。そうした法政策の展開の中では、

予防や事後救済のためのいわゆるガイドラ

インや指針など広い意味での法が重要な役

割を果たし、現場の産業保健や労務管理に

反映されてきた。また、裁判所の判決は、そ

れらの法令や指針を踏まえながら安全配慮

義務や業務起因性に関する具体的判断を行

うとともに、現実の紛争を踏まえて指針等

の基準に飽き足らない場合には、それには

必ずしもとらわれないで判断を行い、その

ような裁判例の集積は認定基準等の改正に

も影響を与えてきた。 
 このような予防から問題解決に至るトー

タルな広い意味での法政策とその実践の担

い手となる産業医をはじめとする産業保健

スタッフの育成や（安全）衛生委員会等の担

当機関の活性化を着実に進めていくことが

求められる。同時に予防や問題を解決する

うえで明らかとなった課題に対応するため

に、必要に応じて関係法令や指針を見直し

ていくことが求められよう。 
  
 
Ｆ．研究発表 

1．論文発表 
阿部未央「精神障害の労災認定をめぐる

法的課題」月刊労委労協 2020 年 12 月号

28—48 頁。 
 
2．学会発表 

 なし 
 
Ｇ．知的所有権の取得状況 

1．特許取得 
 なし 

2．実用新案登録 
 なし 

3．その他 

－1909－



分担研究報告書（阿部未央） 

44 

 

 なし 
 
Ｈ．引用文献 
脚注を参照。 

－1910－



分担研究報告書（阿部未央） 

45 

 

図１ THP 指針に基づく健康保持増進対策の進め方 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：第 128 回労働政策審議会安全衛生分科会（令和 2 年 3 月 30 日）「「事業場における労働者の健康

保持増進のための指針」の改正について」資料 4。 

 
図２ メンタルヘルスケアにおける 4 つのケア 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
出典：厚生労働省・独立行政法人労働者健康安全機構『職場における心の健康づくり～労働者の心の健康

の保持増進のための指針～』（パンフレット。2019（平成 31）年 3 月）7 頁。 
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図 3 メンタルヘルスケアの具体的な進め方 

 
出典：厚生労働省・独立行政法人労働者健康安全機構『職場における心の健康づくり～労働者の心の健康

の保持増進のための指針～』（パンフレット。2019（平成 31）年 3 月）8 頁。 
 

 
1 労働調査会『改訂 5 版 労働安全衛生法の詳解』（労働調査会出版局、2020（令和 2）年）842 頁。 
2 1984(昭和 59)年には、日本の平均寿命が男性 75.54 年、女性が 80.18 年となり、女性が 80 年を上回っ

た。「人生 80 年時代」が現実的なものとなり、積極的に自らの健康を増進するよう取り組んでいくべき

であるという考え方が普及しつつあった。 
3 前掲・労働調査会 113 頁、労務行政研究所編『労働安全衛生法』（労務行政、2017（平成 29）年）665

頁。 
4 前掲・労働調査会 113 頁、前掲・労務行政研究所編 665 頁。 
5 同。 
6 前掲・労働調査会 842 頁。厚生労働省の HP には「心とからだの健康づくり」がある

（https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo03_1.html）ほか、中央労働災害防止協会（中防災）の HP

には「健康づくり・メンタルヘルスケア・快適職場づくり」として、「THP 推進協議会」や「働く人の健

康づくり THP」（https://www.jisha.or.jp/health/index.html）、安全衛生情報センターの HP には

「健康づくり(THP)」や「事業場における健康づくりの事例」

（http://www.jaish.gr.jp/information/thp02.html）がある。 
7 畠中信夫『労働安全衛生法のはなし』（中防災ブックス、2019（令和元）年）368 頁。 
8 昭和 63 年 9 月 16 日基発第 601 号の 1。 
9 同。 
10 前掲・労務行政研究所編 666頁。 
11 健康の保持増進指針 1。 
12 健康の保持増進指針 2 の①-③。 
13 なお、健康測定とは、疾病の早期発見に重点をおいた健康診断と比べ、健康指導を行うために実施され

る調査、測定等のことを指し、健康診断を活用しつつ、追加で生活状況調査や医学的検査等を実施するも

のとされている（健康の保持増進指針 4(2)イ(イ)）。 
14 健康の保持増進指針 4(2)。 
15 健康の保持増進指針 4(1)。 
16 健康の保持増進指針 3。 
17 前掲・労働調査会 846 頁、前掲・労務行政研究所編 668 頁。 
18 前掲・労働調査会 157 頁。 
19 「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」（平成 12年 8月 9 日基発第 522 号の 2）。 
20 厚生労働省・独立行政法人労働者健康安全機構『職場における心の健康づくり～労働者の心の健康の保

持増進のための指針～』（パンフレット。2019（平成 31）年 3 月）。 
21 メンタルヘルス指針 2。 
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23 メンタルヘルス指針 6(3)。 
24 メンタルヘルス指針 6(4)。 
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26 前掲・労働調査会 849—850 頁。 
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年）148‐150 頁に詳しい。 
29 『平成 26 年 厚生労働白書』20 頁。 
30 中央労働災害防止協会『安全衛生運動史 安全専一から 100 年』（中央労働災害防止協会、2011（平成

23）年）466-469 頁。 
31 前掲・中央労働災害防止協会 473-474 頁。 
32 『平成 26 年 厚生労働白書』22 頁。 
33 萩野達史「産業精神保健の歴史(2)―1980 年代から 1990 年代前半まで―」22 頁（2011（平成 23）
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34 厚生労働省「こころの耳 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト」の「事例 7-1」として紹介され

ている。https://kokoro.mhlw.go.jp/case/615/ 
35 前掲・萩野(2)24-27 頁。 
36 平成 12 年 8 月 9 日基発第 522 号の 2。以下、「旧メンタルヘルス指針」という。なお同指針は 2006 年
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38 前掲・萩野(2)24-27 頁、萩野達史「産業精神保健の歴史(3)―1990 年代後半から現在まで―」48 頁

（2011（平成 23）年）。 
39 前掲・萩野(3)73 頁。 
40 前掲・中央労働災害防止協会 472 頁、前掲・萩野(2)24-25 頁。 
41 身体の病気だが、心理的・社会的な要因（ストレス）がかかわって、症状が発現・悪化する。 
42 前掲・中央労働災害防止協会 472 頁。 
43 運輸省航空事故調査委員会『58-3-JA8061 日本航空(株)所属 ダグラス DC-8-61 型 JA8061 東京都東京

国際空港』（1983 年 5 月 16日）151-155 頁。https://www.mlit.go.jp/jtsb/aircraft/download/58-3-

JA8061-05.pdf 
44 平成 11･9･14 基発第 544 号、545 号。 
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研究要旨 
第 8 章では、第 12 条第 1 項（衛生管理者）、第 14 条（作業主任者）、第 61 条第 1

項（就業制限）の免許及び技能講習の細目を規定している。具体的には、第 72 条から

第 75 条が、免許の交付、免許証の有効期間の更新、免許の取消し、免許試験の実施に

ついて必要な事項を規定している。また、第 75 条の 2 から第 75 条の 12 までは、免許

試験の実施に関する事務の全部又は一部を行う指定試験機関について定めている。第 76
条は、技能講習の実施上の必要事項を規定するとともに、第 77 条では技能講習等を行

う登録教習機関の監督に関する事項について規定している。 

 
Ａ．研究目的 
本研究事業全体の目的は、以下の 3 点に

ある。 
①時代状況の変化に応じた法改正の方向

性を展望すること。 
②安衛法を関係技術者以外（文系学部出

身の事務系社員等）に浸透させ、社会一般

への普及を図ること。 
③安衛法に関する学問体系、安衛法研究

のための人と情報の交流のプラットフォー

ムを形成すること。 
そのため、条文の起源（立法趣旨、基礎

となった災害例、前身）と運用（関係判例、

適用の実際）、主な関係令等（関係政省令、

規則、通達等）を、できる限り図式化して

示すと共に、現代的な課題や法解釈学的な

論点に関する検討結果を記した体系書を発

刊すること。 
本分担研究の目的は、附則を除き 123 条

ある安衛法のうち第 72 条から 77 条（以下、

「対象条文」という。）について、その課

題を果たすことにある。 
 
Ｂ．研究方法 
安全衛生に詳しい元労働基準監督官から、

現行安衛法の体系に関する解説と安衛法本

体の条文に紐付く政省令の選定を受けたう

－1915－



 分担報告書（大藪、只野、近藤、三柴） 

えで、法学・行政学を専門とする分担研究

者が、各自、解説書、専門誌に掲載された

学術論文や記事、政府発表資料等の第 1 次

文献のレビューを行って執筆した文案を研

究班会議で報告し、現行安衛法や改正法の

起案に関わった畠中信夫元白鴎大学教授、

唐澤正義氏ら班員らからの指摘やアドバイ

スを得て洗練させた。 
 
Ｃ．研究結果 
 

1 概論 
1．1 労働安全衛生関係の免許・技

能講習 
労働安全衛生法は、法の目的（労働者の

安全と健康の確保、快適な職場環境の形成

の促進）を達成するための政策手段の一つ

として免許及び技能講習の制度を導入して

いる。 
法第 61 条（就業制限）では、一定の危

険な作業を伴う業務を就業制限業務と規定

し、これらの業務に就くためには一定の資

格を有することを条件としたうえで、その

資格の区分を、①都道府県労働局長の免許

を受けた者、②都道府県労働局長の登録を

受けた者（登録教習機関）が行う技能講習

を修了した者、③その他厚生労働省令で定

める資格を有する者に分類する 1。 
また、法第 12 条第 1 項が規定する衛生

管理者には免許が必要とされる。また、法

第 14 条が規定する作業主任者の資格には、

①都道府県労働局長の免許を受けた者、②

都道府県労働局長の登録を受けた者（登録

教習機関）が行う技能講習を修了した者の

2 種類がある 2。 

 今日、労働安全衛生法に基づく免許の種

類は以下の通りである 3。①第一種衛生管

理者免許、②第二種衛生管理者免許、③衛

生工学衛生管理者免許、④高圧室内作業主

任者免許、⑤ガス溶接作業主任者免許、⑥

林業架線作業主任者免許、⑦特級ボイラー

技士免許、⑧一級ボイラー技士免許、⑨二

級ボイラー技士免許、エックス線作業主任

者免許、ガンマ線透過写真撮影作業主任者

免許、⑫特定第一種圧力容器取扱作業主任

者免許、⑬発破技士免許、⑭揚貨装置運転

士免許、⑮特別ボイラー溶接士免許、⑯普

通ボイラー溶接士免許、⑰ボイラー整備士

免許、⑱クレーン・デリック運転士免許、

⑲移動式クレーン運転士免許、⑳潜水士免

許。 
また、労働安全衛生法に基づく技能講習

は以下の通りである（法別表第 18（第 76
条関係）。参考 2 のほか、参考 4、参考

5・表 4～8 を参照されたい）。 
①木材加工用機械作業主任者技能講習 
②プレス機械作業主任者技能講習 
③乾燥設備作業主任者技能講習 
④コンクリート破砕器作業主任者技能講

習 
⑤地山の掘削及び土止め支保工作業主任

者技能講習 
⑥ずい道等の掘削等作業主任者技能講習 
⑦ずい道等の覆工作業主任者技能講習 
⑧型枠支保工の組立て等作業主任者技能

講習 
⑨足場の組立て等作業主任者技能講習 
⑩建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者

技能講習 
⑪鋼橋架設等作業主任者技能講習 
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⑫コンクリート造の工作物の解体等作業

主任者技能講習 
⑬コンクリート橋架設等作業主任者技能

講習 
⑭採石のための掘削作業主任者技能講習 
⑮はい作業主任者技能講習 
⑯船内荷役作業主任者技能講習 
⑰木造建築物の組立て等作業主任者技能

講習 
⑱化学設備関係第一種圧力容器取扱作業

主任者技能講習 
⑲普通第一種圧力容器取扱作業主任者技

能講習 
⑳特定化学物質及び四アルキル鉛等作業

主任者技能講習 
㉑鉛作業主任者技能講習 
㉒有機溶剤作業主任者技能講習 
㉓石綿作業主任者技能講習 
㉔酸素欠乏危険作業主任者技能講習 
㉕酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技

能講習 
㉖床上操作式クレーン運転技能講習 
㉗小型移動式クレーン運転技能講習 
㉘ガス溶接技能講習 
㉙フォークリフト運転技能講習 
㉚ショベルローダー等運転技能講習 
㉛車両系建設機械（整地・運搬・積込み

用及び掘削用）運転技能講習 
㉜車両系建設機械（解体用）運転技能講

習 
㉝車両系建設機械（基礎工事用）運転技

能講習 
㉞不整地運搬車運転技能講習 
㉟高所作業車運転技能講習 
㊱玉掛け技能講習 
㊲ボイラー取扱技能講習 

 
1．2 公的規制としての免許・技能

講習 
一般に「規制」とは、「特定の社会を構

成する私人、ないし特定の経済を構成する

経済主体の行動を、一定の規律をもって、

制限する行為」を意味し、その規制を行う

主体は私人と公的機関の 2 つ（私的規制と

公的規制の類型）に分けられる 4。 
このうち、労働安全衛生法に基づく各種

規制を含む公的規制は、「不完全競争、自

然独占性、外部性、公共財、非価値材、情

報の非対称性等の市場の失敗に対処する目

的で、政府が法的権限をもって経済主体の

行動を規制するもの」と理解される 5。 
公的規制は、規制の目的に応じて経済的

規制と社会的規制の類型に分類されること

がある。このうち経済的規制とは、「自然

独占や情報偏在が存在する分野において資

源配分非効率の発生の防止と利用者の公平

利用の確保を目的として、企業の参入・退

出、価格、サービスの量と質、投資、財

務・会計等の行動を許認可等の手段によっ

て規制」することであり、具体的には公益

産業（電気、ガス、水道など）、通信・放

送、運輸、金融、製造業、建設業、流通な

どの産業を対象として参入規制や料金規制

を実施する 6。 
また、社会的規制とは、「外部性、公共

財、情報の非対称性、リスク等によって資

源配分効率が歪められ、社会秩序の維持と

社会経済の安定性が損なわれる場合に、こ

れを防止することを目的とし、特に国民の

健康・安全の確保、環境の保全・災害の防

止」を主題とする規制とされる 7。 
社会的規制の中核的な分野としては、①
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健康・衛生の確保（公衆衛生・医療、環境

衛生の確保、麻薬等の規制）、②安全の確

保（自然災害の防止、産業災害・労働災害

の防止、交通事故・火災事故の防止、製

品・サービスの事故の防止）、③公害防

止・環境保全（公害防止、廃棄物処理、環

境保全）の分野が挙げられ、免許・技能講

習を含む労働安全衛生法に基づく規制は、

②安全の確保を目的とした分野に含まれる

8。 
社会的規制の目的を達成する手段を広く

捉える場合、直接規制、ルール型規制、経

済的手段（誘導型規制・誘因型規制）、情

報公開・提供の類型に分類されことがあり、

この場合、労働安全衛生法に基づく免許・

技能講習の仕組みは直接規制の範疇に含ま

れる 9。 
このうち直接規制の具体的な手段をみる

と、①特定行為の禁止・営業活動の制限、

②資格制度、③検査検定制度、④基準・認

証制度、⑤その他の方法による規制手段に

分類することができる 10。 
まず①に関し、特定行為の禁止・営業活

動の制限は、社会的規制を目的とする法令

に基づく許認可制度により実施される 11。

この許認可制度は、国の関与の程度の違い

に着目すると、以下の 3 つのグループに分

類することができる 12。①強い規制：一般

的な禁止を特定の場合に解除する行為、特

定の権利を設定する行為など（例：許可、

認可、免許、指定、承認など）。②中間の

規制：特定の事実や行為が、あらかじめ定

められた基準を満たしているか否かを審

査・判定し、これを公に証明する行為など

（例：認定、確認、証明、認証、試験、検

査、検定、登録、審査など）。③弱い規

制：一定の事実を行政庁に知らせるもので、

行政庁は原則として記載事項を確認するに

とどまるもの（例：届出、提出、報告、交

付、申告など）。 
また、②資格制度は、一般には「特定の

業務に関する専門知識、経験、技能を有す

るものについて国が認定、証明するととも

に、これらの者の業務について規制する制

度」を意味する 13。 
③検査検定制度は、製品などの品質保持、

生活の安全、取引の適正化などの目的の下、

定期検査、使用前検査、使用後検査などを

事業者に義務付ける仕組みを指す 14。出荷

する製品自体の検査を行う仕組みの他に、

製品の設計段階のみ行政庁が検査・確認を

行う（製造は事業者の責任により行われ

る）形式承認制度も含まれる 15。 
④基準・認証制度は、「製品の安全性、

設備の操業・管理の安全性を確保する観点

から、それらの安全基準を定め、これに合

致している旨のマークをつけたもの、ない

しはその検定を受けたものでなければ、販

売・利用を禁止する」制度である 16。順守

すべき技術的水準を定めるものが基準

（technical regulation）であるのに対し、

基準に適合することを確認する方法・手続

を 法 令 に 規 定 す る 仕 組 み が 認 証

（certification）であり、後者には行政機

関が行う認証以外に、事業者自身が行う自

己 確 認 や 第 三 者 に よ る 適 合 性 評 価

（conformity assessment）も含まれる 17。 
この他、⑤その他の方法による規制には、

契約、協定（代表例として公害防止協定な

ど）、申し合わせ、行政指導などの手段が

含まれる 18。 
以上にみた直接規制の具体的手段の類型
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のうち、労働安全衛生法に基づく免許・技

能講習の制度に直接関連する②資格制度の

類型に関しては、「製品等の物的なものに

結びついた技術ではなく、消費者や企業に

対して一定の役務を提供する者自体の有す

る技能水準を、公的に確認・保証するため

の仕組み」と解釈される 19。 
この資格制度は、その態様から次の 3 つ

の類型に分類される 20。①業務独占資格：

有資格者以外の業務への従事を禁止するこ

とにより、資格を有する者に業務を独占さ

せる。②業務必置資格：一定の事業活動を

管理・監督する者に関する基準を設定し、

有資格者をその事業活動に必ず置くことを

義務付ける。③名称資格：関係者の資質や

国民の利便性の向上を図るため、一定の基

準を満たしていることを公証し、あるいは

一定の称号を独占することを認める資格。 
労働安全衛生法の免許・技能講習の制度

をこの類型に当てはめた場合、例えばボイ

ラー技士免許、ボイラー溶接士免許などは

業務独占資格に該当する。また、木材加工

用機械作業主任者、プレス機械作業主任者

などは業務必置資格に該当する。 
資格制度はその時々の社会的要請に基づ

き設けられるものであり、安全や衛生の確

保、取引の適正化、資格を取得した者の資

質とモラルの向上、専門的知識や技能の普

及・向上などを目的とする点にその意義が

認められる 21。また、検査・検定の制度と

同様、事業者と消費者との間に存在する情

報の非対称性を解消する機能があるほか、

資格による検査の代替機能（技術的要因に

より検査・検定を実施できない場合、一定

の資格を有する者による自己確認を公的な

検査に代替すること）を果たしている 22。 

 その一方で資格制度には、資格が細分化

されていること、事業への新規参入を阻む

経済的規制の側面があること、行政コスト

の増大につながるおそれがあること、一度

新設されると複雑な利害関係が形成されて

しまい適切な見直しが難しくなることなど

の問題点も指摘されている 23。 
 そこでこのような問題に対処するため、

資格制度に関しては、業務独占資格の範囲

の見直し、隣接する分野の資格の相互乗り

入れ、形骸化しつつある資格の廃止・統合、

規制の実効性確保に向けた代替手段の検討、

合理的な理由のない受験資格要件の見直し

などが求められている 24。 
 
1．3 政策実施（政策の執行活動）

としての免許・技能講習 
 公共政策が立案・実行される過程である

政策過程（policy process）は、課題設定、

政策立案、政策決定、政策実施（政策の執

行活動）、政策評価などの段階で構成され

る循環モデル的な政策段階論で説明される

ことがある 25。 
この政策段階論における政策実施（政策

の執行活動）のプロセスは、「一般的な形

で定められた法律や条例を個々の事案に適

用し、あるいは定められた使途に予算を支

出することによって、対象に働きかけ、多

数の対象の行動を制御することによって、

一定の社会状態を作り出そうとする活動」

を意味する 26。 
政府の活動を、広く社会で発生する諸問

題を解決し、社会を望ましい状態に維持・

管理する「社会管理」（social control）と

捉える場合 27、意図した政策の目的と結果

と の 間 に ギ ャ ッ プ （ implementation 
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gap）が生じないようにするための工夫が

必要となる 28。 
政策実施の手段・方法には様々なものが

あるが 29、免許、許可・認可などの手段は、

有効な社会管理を行うための手段（多数の

人々に対し比較的緻密で効率的なコントロ

ールが可能）として多くの政策分野で採用

されている 30。 
政策実施の観点からみた「免許」31とは、

「それなしには禁止されているところの、

ある特定の事業を経営したり、専門職

（profession）に就くための、または一定

の行為を行うための公的承認（an official 
permit）」32とされ、労働安全衛生法に基

づく免許・技能講習の制度と同様、「人々

の行為を一律に禁止し、一定の要件を充足

する者だけにその禁止を解除することによ

って人々の行動をコントロールする」33た

めの政策手段とみなされる。 
社会管理を有効に行うための政策手段で

ある免許には、以下の①～③の特徴が挙げ

られる。 
①人々の行動経路上に設定した隘路にお

いてその行動の適切性をチェックし、適切

とされた者だけに通過を認める。隘路を通

らなければ一定の行動を行い得ないため、

網羅的かつ例外なく多数の人々を効率的に

コントロールすることができる政策手段で

ある 34。 
②事前（人々が行動を行う前）に行動の

適否を判断するため、社会で生じる可能性

のある様々なリスクを未然に防止する機能

を有する。そのため、煩雑で時間のかかる

事後的な手段よりも優位性のある政策手段

とみなされる 35。 
③免許の付与には一定の行為をしようと

する者の申請を前提としている。行政機関

は申請を受けて適否を判断する作業を開始

すればよいため、効率的なコントロールの

手段とみなされる 36。 
 また、①免許の付与又は拒否という二者

択一方式ではなく、申請事案に応じて個別

具体的な条件（行政機関にある程度の裁量

を付与）を付し柔軟なコントロールを行い、

②事後的なコントロールの仕組みとして、

免許の効力に期限を設け免許の更新の可否

に関するチェックをするための制度を導入

するなど、免許によるコントロールの効果

を高める工夫もなされる 37。 
 このような政策実施の観点から労働安全

衛生法に基づく免許・技能講習の仕組みを

振り返ると、政策（法）の目的（労働者の

安全と健康の確保など）を達成するために

設けられた、効率的かつ有効な政策手段と

みなすことができよう 38。 
 
1．4 免許・技能講習の歴史的経緯 
免許・技能講習制度の変遷を概観すると、

労働基準法の施行直後（1947（昭和 22）
年）は５種類の免許のみであったところ、

労働安全衛生法の制定（1972（昭和 47）
年）を経て、今日、免許は 20 種類、技能

講習は 37 種類にまで増加した。これまで

の経緯の概要は以下の通りである 39。 
 
1．4．1 旧労働基準法時代 
1．4．1．1 年表 
 
1947（昭和 22）年 
「汽罐士免許」｢汽缶溶接士免許｣「起

重機運転士免許」「アセチレン溶接士免

許」「映写技術者免許」の 5 種類。 
1959（昭和 34）年 
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｢ボイラ及び圧力容器安全規則｣の施行

に伴い、汽罐士免許、汽缶溶接士免許は

｢ボイラ技士免許｣｢ボイラ溶接士免許｣に

それぞれ名称を変更。 
講習免許関係では｢電気発破技士（講

習免許）｣｢導火線発破技士（講習免

許）｣を創設。 
1961（昭和 36）年 

｢潜水士（講習免許）｣を創設。 
1962（昭和 37）年 

｢集材架線技士免許｣｢運材架線技士免

許｣の創設。 
｢クレ－ン等安全規則｣施行に伴い起重

機運転士免許を｢クレ－ン運転士免許｣に

名称変更。 ｢デリック運転士免許｣｢揚貨

装置運転士免許｣を創設。｢映写技術者免

許｣を廃止。 
講習免許関係では｢玉掛技能講習｣を創

設。 
1967（昭和 42）年 
 ｢ガス溶接技能講習｣を創設。 
1968（昭和 43）年 
 ｢ホ－クリフト運転技能講習｣を創設。 
1971（昭和 46）年 

クレ－ンから移動式クレ－ンを分離し

て｢移動式クレ－ン運転士免許｣を創設。 
アセチレン溶接士免許は｢アセチレン

溶接主任者免許｣として作業主任者免許

に移行。 
集材架線技士免許と運材架線技士免許

を｢林業架線技士免許｣に統合。 
技能講習関係では｢ボイラ取扱講習｣

｢ボイラ整備士（講習免許）｣を創設。 
電気発破技士（講習免許）と導火線発

破技士（講習免許）を｢発破技士免許｣に

統合。 
 
1．4．1．2 解説：旧労基法時代の

就業制限制度 
安衛法は、一定の危険有害な業務に就

くことができる者について、作業の危険

度によって、国家試験である「免許」の

取得者、都道府県労働局長に登録する教

習機関の行う「技能講習」の講習修了証

所持者等であることを要求している。 

この件に関し、安衛法制定前の旧労働

基準法第 49 条は次のように規定してい

た。 

第 49 条 使用者は、経験のない労働者

に、運転中の機械又は動力伝動装置の

危険な部分の掃除、注油、検査又は修

繕をさせ、運転中の機械又は動力伝動

装置に調帯又は調索の取付又は取外を

させ、動力による起重機の運転をさせ

その他危険な業務に就かせてはならな

い。 

 使用者は必要な技能を有しない者を特

に危険な業務に就かせてはならない。 

 前二項の業務の範囲、経験及び技能

は、命令で定める。 

旧労働基準法第 49 条第 3 項に基づき、

旧安衛則では、以下に述べる 

ア 免許、技能講習を要求する業務、 

イ 技能を選考した者以外の者の就業

が禁止される業務、 

ウ 未経験者の就業が禁止される業務 

に整理された。 

なお、工場法においてはこの規定はな

く、また、旧労働基準法に基づき最初に

施行された旧安衛則では、免許の必要な

業務として①汽缶のふん火その他取扱の

業務、②溶接による汽缶の製造若しくは

改造又は修繕の業務、③巻上能力 5 トン

以上の起重機運転の業務、④アセチレン

溶接装置の作業主任の業務、⑤映写機に

よる上映操作の業務の 5 種類に限られて

いた（昭和 22年旧安衛則第 44条）。 

  

ア 免許、技能講習を要求する業務 
1 プレス機械作業主任者の業務：実務

経験 5 年以上かつ技能講習終了者（旧安

衛則第 43条の 2） 

2 アセチレン溶接主任者の業務：アセ

チレン溶接主任者免許取得者（旧安衛則
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第 44条） 

3 ガス溶接等の業務：アセチレン溶接

主任者免許取得者、ガス溶接技能講習

修了者等（旧安衛則第 44条の 2） 

4 発破の業務：発破士免許、火薬類取

扱保安責任者免状所持者等（旧安衛則第

44条の 3） 

5 揚貨装置の運転の業務：揚貨装置運

転士免許取得者（旧安衛則第 44 条の 3

の 2） 

6 制限荷重三トン以上の揚貨装置の玉

掛けの業務：揚貨装置運転士免許、ク

レーン運転士免許、デリック運転士免

許、玉掛け技能講習修了者（旧安衛則

第 44条の 4） 

7 三トン以上のフォークリフト運転の

業務：フォークリフト運転技能講習修

了者等（旧安衛則第 44条の 4の 2） 

8 機械集材装置、運材索道の組立て、

解体の作業主任者の業務：集材架線技

士免許、一級運材架線技士免許、二級

運材架線技士免許（旧安衛則第 44 条

の 5） 

9 ボイラー溶接の業務：特別ボイラー

溶接士免許（旧ボイラー則第 8条） 

10 第一種圧力容器溶接の業務：特別ボ

イラー溶接士免許（旧ボイラー則第 44

条） 

11 ボイラーの整備の作業：ボイラー整

備士免許：（旧ボイラー則第 28 条の

2） 

12 第一種圧力容器の整備の作業：ボイ

ラー整備士免許（旧ボイラー則第 55 条

の 2） 

13 ボイラーの取扱いの業務：ボイラー

技士免許（旧ボイラー則第 19条） 

14 小型ボイラーの取扱いの業務：ボイ

ラー技士免許、ボイラー取扱い講習修

了者（旧ボイラー則第 76条の 2） 

15 つり上げ荷重五トン以上のクレーン

の運転の業務：クレーン運転士免許（旧

クレーン則第 18条） 

16 つり上げ荷重五トン未満のクレーン、

床上クレーンの運転の業務：クレーン

運転士免許、技能を選考して指名した

者（旧クレーン則第 19条） 

17 つり上げ荷重五トン以上の移動式ク

レーンの運転：クレーン運転士免許（旧

クレーン則第 57条） 

18 つり上げ荷重五トン未満の移動式ク

レーンの運転：クレーン運転士免許、

技能を選考して指名した者（旧クレー

ン則第 58条） 

19 つり上げ荷重五トン以上のデリック

の運転：デリック運転士免許（旧クレー

ン則第 88条） 

20 つり上げ荷重五トン未満のデリック

の運転：デリック運転士免許、技能を

選考して指名した者（旧クレーン則第

89条） 

21 つり上げ荷重三トン以上のクレーン、

移動式クレーン、デリック（小型デリ

ックを除く）の玉掛けの業務：玉掛け

技能講習修了者、クレーン運転士、デ

リック運転士、揚貨装置運転士（旧ク

レーン則第 148条） 

22 つり上げ荷重三トン未満のクレーン、

移動式クレーン、小型デリックの玉掛

けの業務：玉掛け技能講習修了者、ク

レーン運転士、デリック運転士、揚貨

装置運転士、技能を選考して指名した

者（旧クレーン則第 149条） 
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23 送気調節、加圧調節の業務：選考に

より指名した者（旧高圧則 11条） 

24 高圧室内業務：高圧室管理者免許取

得者（旧高圧則 12条） 

25 潜水業務：潜水士免許取得者（旧高

圧則 13条） 

 

イ 技能を選考した者以外の者の就

業が禁止される業務（旧安衛則第 45
条） 
1 第 9条の火元責任者の業務 

2 第 10 条第 1 項第 2 号から第 4 号まで

及び第 6 号から第 17 号までの当該係員

の業務 

・アセチレン溶接装置の溶接主任者

（第 2号） 

・ガス集合溶接装置の溶接主任者（第

2号の 2） 

・圧縮ガス、液化ガス製造装置の作業

主任者（第 3号） 

・爆発性の物、発火性の物、酸化性の

物、引火性の物、可燃性のガスを製

造し、取り扱う事業の危険物取扱主

任者（第 4号） 

 ・溶鉱炉、金属溶解炉、電気溶解炉の

作業主任者（第 6号） 

 ・金属の熱間圧延の作業主任者（第 7

号） 

 ・空気圧縮機の作業主任者（第 8号） 

 ・乾燥室、乾燥機の作業主任者（第 9

号） 

 ・型枠支保工の組み立て・解体の作業

主任者（第 10号） 

 ・つり足場、張り出し足場、高さ 5 メ

ートル以上の構造の足場の組み立

て・解体・変更の作業主任者（第

11号） 

 ・地山の掘削の作業主任者（第 12

号） 

 ・土止め支保工の切りばり、腹起しの

取付け・取りはずしの作業主任者

（第 13号） 

 ・掘削作業により露出したガス導管の

防護の作業主任者（第 13号の 2） 

 ・ずい道支保工の組み立て、変更、木

製のずい道支保工の木はずしの作業

主任者（第 14号） 

 ・ずい道型枠支保工の組み立て・移

動・解体の作業主任者（第 15号） 

 ・岩石の採取のための掘削の作業主任

者（第 16号） 

 ・高さ 2 メートル以上のはいの作業主

任者（第 17号） 

3 機械集材装置又は運材索道以外の機

械集材装置又は運材索道の組立て又は

解体の作業主任者の業務 

4 制限荷重が 5 トン未満の揚貨装置の

運転の業務 

5 高さが 5 メートル以上の個所で墜落

により労働者が危害を受ける恐れのある

ところにおける業務 

6 動力による軌条運輸の業務 

7 動力による巻上機（電気ホイスト、

エアーホイストを除く。）運搬機（フ

ォークリフトにあっては、最大荷重が

3 トン未満のものに限る。以下この号

において同じ。）又は索道（運材索道

を除く。）の運転（道路交通法第 2 条

第 1 号に規定する道路における運搬機

の走行を除く。）の業務 

7 の 2 機械集材装置又は運材索道の運

転の業務 
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8 高圧（直流にあっては 750 ボルトを、

交流にあっては 600 ボルトを超え、7

千ボルト以下である電圧をいう。以下

同じ。）若しくは特別高圧（7 千ボル

トを超える電圧をいう。以下同じ。）

の充電電路若しくは当該充電電路の支

持物の敷設、点検、修理若しくは操作

の業務、低圧（直流にあっては 750 ボ

ルト以下である電圧をいう。以下同

じ。）の充電電路（対地電圧が 50 ボ

ルト以下であるもの及び電信用のもの、

電話用のもの等であって感電による危

害を生ずる恐れがないものを除く。）

の敷設若しくは修理の業務又は配電盤

室、変電室等に設置する低圧の電路

（対地電圧が 50 ボルト以下であるも

の及び電信用のもの、電話用のもの等

であって感電による危害を生ずる恐れ

がないものを除く。）のうち充電部分

が露出している開閉器の操作の業務 

9 原動機（定格出力 7.5 キロワット未

満の電動機を除く。）の運転又はその

運転中における掃除、給油または検査

の業務 

10 研削といしの取換え及び取換え時の

試験運転の業務 

11 制限荷重が 3 トン未満の揚貨装置の

玉掛けの業務 

12 消費量毎時 4 百リットル以上の液体

燃焼器の点火の業務 

13 アーク溶接の業務 

14 動力による土木建築用機械の運転の

業務 

15 胸高直径が 70 センチメートル以上

の立木の伐木、胸高直径が 30 センチ

メートル以上であって、かつ、重心が

著しく偏している立木の伐木、つりき

りその他特殊な方法による伐木又はか

かり木であってかかっている木の胸高

直径が 20 センチメートル以上である

ものの処理の業務（二人以上の者によ

って行う業務における補助作業の業務

を除く。） 

16 緩燃性でないフイルムの上映操作の

業務 

17 前各号の外、中央労働基準審議会の

議を経て、労働大臣の指定する業務 

 

ウ 未経験者の就業が禁止される業

務（旧安衛則第 46 条） 
1 運転中の原動機から中間軸までの動

力伝動装置の掃除、注油、検査、修理又

はベルトの掛替の業務 

2 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂のロ

ール練りの業務 

3 丸のこの直径が 25 センチメートル以

上の木材加工用丸のこ盤又はのこ車の

直径が 75 センチメートル以上の木材

加工用帯のこ盤における木材の送給の

業務 

4 動力によって運転するプレス機械の

金型又はシャーの刃部の調整又は掃除の

業務 

5 操車場構内における軌道車両の入替、

連結又は解放の業務（六十時間以上の

正規の訓練を経た者については、これ

を除く。） 

6 軌道内であってずい道の内部、見透

距離四百メートル以内又は車輛の通行

ひん繁な場所における単独の業務 

7 前各号の外、中央労働基準審議会の

議を経て、労働大臣の指定するもの 
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1．4．2 労働安全衛生法の制定以降 
1．4．2．1 年表 

1972（昭和 47）年 
労働安全衛生法施行の際、ボイラから

｢ボイラー｣に名称を変更し、ボイラ整備

士（講習免許）を ｢ボイラー整備士免

許｣に、潜水士（講習免許）を｢潜水士免

許｣に移行。 

ホ－クリフトを｢フォークリフト｣に名

称変更､｢車両系建設機械運転技能講習｣

を創設。 

林業架線技士を「林業架線作業主任者

免許」に移行。 
1978（昭和 53）年 

｢ショベルローダー等運転技能講習｣

「車両系建設機械（整地･運搬･積込･掘

削用）運転技能講習」 ｢車両系建設機械

(基礎工事用) 運転技能講習｣を創設。従

来の車両系建設機械運転技能講習を車両

系建設機械（整地･運搬･積込･掘削用）

運転技能講習とみなす。 
1988（昭和 63）年 
 「ボイラー及び圧力容器安全規則」改

正に伴い、｢ボイラー溶接士免許｣の有効

期間を従来の 1 年から 2 年に延長

（1989（平成元）年実施）。 
1989（平成元）年 
 「衛生管理者免許」を「第一種衛生管

理者免許」と「第二種衛生管理者免許」

に分離。 
1990（平成 2）年 

｢床上操作式クレーン｣｢小型移動式ク

レーン｣｢車両系建設機械(解体用)｣｢不整

地運搬車｣｢高所作業車｣に係る運転技能

講習を創設。 
1998（平成 10）年 

｢クレーン運転士床上運転式クレーン

限定免許｣を創設。 
2004（平成 16）年 

用語の見直しに伴い玉掛技能講習を

｢玉掛け技能講習｣に変更。 
2006（平成 18）年 

クレーン運転士免許とデリック運転士

免許を｢クレーン・デリック運転士免許｣

に統合。 
クレーン運転に限定した｢クレーン・

デリック運転士クレーン限定免許｣を創

設。床上運転式クレーン限定免許は｢ク

レーン・デリック運転士床上運転式クレ

ーン限定免許｣に変更。 
 

 
1．4．2．2 解説：労基法研究会報

告書の示唆 
昭和 47 年 3 月、塚原労働大臣は衆議院

社会労働委員会において安衛法提案理由を

次のように説明した。 

「労働災害の状況にかんがみ、労働省で

は、産業活動の急速な変化に対応できる適

切な防止対策を展開するため、労働安全衛

生行政の今後のあり方について検討を重ね

てまいりました。すなわち、その一環とし

て、昭和 44 年に学識者の方々にお願いし

て労働基準法研究会を設置し、労働基準法

の法制上及び運用上の諸問題について調査

研究を依頼しましたところ、労働安全衛生

に関しまして、昨年 7 月に報告書が提出さ

れました。 

労働省では、この報告書のほか、労働災

害の実情及びその対策等について広く検討

した結果、産業活動の変化に即応した労働

安全衛生対策を推進していくためには、法

制の整備が必要であるとの結論に達し、労

働安全衛生法案の構想をとりまとめ、昨年

11 月これを中央労働基準審議会に諮問い

たしました。 

同審議会では、慎重審議の結果、本年 2

月、若干の事項について配慮するよう意見

を付した上、労働省の構想によることが適

当である旨の答申がなされました。 

労働省におきましては、この答申の趣旨

を尊重して成案を固め、ここに労働安全衛

生法案として提案した次第であります。」 
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ここで挙示された労働基準法研究会は、

昭和 46 年 7 月 13 日、安全衛生関係につい

て報告を取りまとめ、労働大臣に提出した。

その中で、就業資格の現状と問題点につい

て、次のとおり報告していた（下線は筆

者）。 

 

（（７７））就就業業資資格格  

イイ  法法制制  

安全衛生の徹底を確保するためには機

械設備、原材料に対する規制のみでは足

りず、これに加えて業務を担当する労働

者についての配慮がなされなければなら

ない。 

この点については、安全衛生教育の徹

底とあわせて、一定の危険な業務には、

一定水準以上の技能なり経験を有した者

以外には、従事させないことも必要であ

る。 

労働基準法第 49 条は、一定の危険業務

に対して経験のない労働者の就業を禁止

し、さらに、とくに危険な業務について

は、必要な技能を有しない者の就業を禁

止している。 

そして、危険業務の範囲、危険業務に

従事する労働者に必要な経験又は技能の

水準については、労働安全衛生規則、ボ

イラー及び圧力容器安全規則、クレーン

等安全規則、ゴンドラ安全規則などの労

働省令に具体的に規定されている。 

ロロ  現現状状及及びび問問題題点点  

（イ）就業資格体系の整備 

労働省令による就業資格の態様として

は、業務の危険度に応じ、 

① ボイラー技士、クレーン運転士など

の試験免許 

② 発破技士、潜水士などの講習免許 

③ クレーン玉掛工、フォークリフト運

転者などの指定講習 

④ 動力巻上機、運搬機の運転の業務な

どの技能選考指名 

⑤ 動力伝導装置の掃除、注油、検査又

は修理の業務などの 6ケ月以上の経験 

など、試験免許から 6 ケ月の経験まで

五段階にわかれているが、これらの技能

水準あるいはそれを判定する基準など

は、必ずしも明確でなく、その体系、内

容の不備が指摘される。 

さらに、法制上の問題として、労働基

準法以外の法律では一般に就業資格にか

かる免許制度を定めるに際し、法律自体

において免許試験、免許資格等について

詳細な規定を置き、細部の手続的事項等

を政令、省令に委ねているのに対し、上

記①ないし②の免許制度は、労働基準法

上きわめて抽象的な根拠規定が存するの

みであるので、免許試験、免許資格等重

要事項については法律に明確な規定を置

く必要がある。 

また、技能選考指名制度については、

現在、技能選考基準が確立されていない

ため、その実効が期しがたい。 

（ロ）業務量の増加とそれに対する体制

の整備 

最近における大幅な機械化、作業の合

理化等により、クレーン等特殊設備の設

置が増加していることにともなって試

験、講習免許関係の受験者数も年々増加

しており昭和 44 年においては、10 年前

昭和 35 年に比べボイラー技士試験では約

2 倍、クレーン等運転士では約 3 倍の伸

びを示している。 

また、技能講習を要件とする就業資格

業務の技能講習会実施回数も年々増加し

ており、そのほとんどが行政官庁が指定

した民間団体が実施したものである。 

このような受験者あるいは受講者の増

加は必然的に行政官庁の事務量の増加を

もたらしているが、その増加に見合う体

制は、必ずしも十分といえず、とくに、

実技試験実施面あるいは民間の指定講習

団体に対する監督指導の面で問題があ

り、行政の簡素化及び行政体制の整備の

見地から教習制度等の整備が要請されて

いる。 

（ハ）技術の進展に対応する就業資格制

度のあり方 

技術革新の急激な進展により、一度獲

得された技能が数年後は安全衛生上有効

でないものとなるケースが増加してい

る。また、現行の免許は終身免許である

ため、当該業務から相当期間離れても有

効であり、技能講習制度による講習受講
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についても同様である。 

技術の進展に対応し、労働災害防止の

徹底を期するためには、再教育、再講習

の制度、免許更新制度の整備など危険な

作業を行なうに当って必要とされる技能

ないし知識を積極的に附与ないし確認す

る体制の検討が必要であろう。 

 

（（1100））結結びび 

ロロ  安安全全衛衛生生教教育育のの充充実実強強化化  

（イ）新技術導入時、職種転換時等にお

ける教育の実施 

一般労働者について、一定の基準のも

とに、新規採用時のみならず、新技術導

入時、配置転換時等においても安全衛生

教育を実施すること。 

（ロ）教育内容の明確化 

安全衛生教育を進めるに当っては、業

種、企業規模等職場の実態を考慮し、座

学のみでなく実技を含む安全衛生教育を

実施させるなどその内容の明確化をはか

ること。 

（ハ）職長教育等の明確化 

一般作業者を指揮監督する第一線現場

監督者として必要な安全衛生に関する知

識を重点的、効率的に附与するため、と

くに職長に対する安全衛生教育を重点と

して教育内容等について明確にするこ

と。 

また、安全管理者、衛生管理者、特殊

技能者に対する教育の充実をはかるとと

もに、設計技術者に対する啓蒙を行なう

こと。 

 

ホホ  免免許許資資格格体体系系のの整整備備  

現在、複雑多岐にわたっている免許試

験、技能講習等の就業資格制度を法的に

整備するとともに、資格取得のために必

要な技能知識等を積極的、効率的に附与

する体制を整備すること。  

  

この報告を受け、免許、技能講習の再編

整備が検討され、安衛法第 8 章「免許等」

が規定された。 

すなわち、上記(1)で述べた 3 種類の就

業制限業務（ア「免許、技能講習を要求す

る業務」、イ「技能を選考した者以外の者

の就業が禁止される業務」、ウ「未経験者

の就業が禁止される業務」）は、第 61 条

（就業制限業務）関係や第 59 条第 3 項

（特別教育）関係の規定に、就業制限内外

で求められる免許と技能講習については、

第 72 条（免許）関係、第 76 条（技能講

習）関係の規定に再編された。 

このうち、免許関係規定には、第 12 条

（衛生管理者）、第 14 条（作業主任者）

等がある。いずれも、免許以外の資格取得

方法が定められている。 

なお、衛生管理者免許の手続きについて

は、旧安衛則でも、衛生管理者の資格（第

13 条の 2）、衛生管理者の免許（第 23

条）、衛生工学に関する衛生管理者の免許

（第 24 条）、衛生管理者免許の欠格事項

（第 25 条）、衛生管理者免状の交付（第

26 条）、衛生管理者免許の取消（第 27

条）、衛生管理者試験（第 28 条）、衛生

管理者試験の受験資格（第 29 条）、衛生

管理者試験の試験科目（第 30 条）、試験

科目の一部免除（第 31 条）、衛生管理者

免状の書換え（第 32 条）、衛生管理者免

状の再交付（第 33 条）と細かく規定して

いた。これらの定めは、法第 72 条および

安衛則第 7章「免許等」に反映された。 

その他の安衛法に基づく免許とそれに対

応する旧労働基準法に基づく免許等を並記

すると、次表の通りとなる。特筆すべきは、

旧労働基準法における免許の殆どが引き継

がれ、ガス溶接、ボイラー整備士資格は、

技能講習から免許に引き上げられたことで

ある。 

 

安衛法に基づく免許 旧労働基準法に基づ
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の種類（安衛則第 69

条） 

く免許等 

1 第一種衛生管

理者免許 

衛生管理者免許（旧

安衛則第 24 条） 

1

の

2 

第二種衛生管

理者免許 

2 高圧室内作業

主任者免許 

高圧室管理者免許

（旧高 圧則 第 49

条） 

3 ガス溶接作業

主任者免許 

ガス溶接技能講習

（旧安衛則第 44 条

の 2） 

4 林業架線作業

主任者免許 

集材架線技士免許

（旧安衛則第 44 条

の 5） 

5 特級ボイラー

技士免許 

特級ボイラー技士免

許（旧ボイラー則第

81条） 

6 一級ボイラー

技士免許 

一級ボイラー技士免

許（旧ボイラー則第

81条） 

7 二級ボイラー

技士免許 

二級ボイラー技士免

許（旧ボイラー則第

81条） 

8 エックス線作

業主任者免許 

エックス線作業主任

者免許（旧電離則第

59条） 

8

の

2 

ガンマ線透過

写真撮影作業

主任者免許 

   － 

9 発破技師免許 発破技師免許（旧安

衛則第 44条の 3） 

10 揚貨装置運転

士免許 

揚貨装置運転士免許

（旧安衛則第 44 条

の 4） 

11 特別ボイラー

溶接士免許 

特別ボイラー溶接士

免許（旧ボイラー則

第 93条） 

12 普通ボイラー

溶接士免許 

普通ボイラー溶接士

免許（旧ボイラー則

第 93条） 

13 ボイラー整備

士免許 

ボイラー整備技能講

習（旧ボイラー則第

104条の 2） 

14 クレーン・デ

リック運転士

クレーン運転士免許

（旧クレーン則第

免許 104条） 

デリック運転士免許

（旧クレーン則第

127条） 

15 移動式クレー

ン運転士免許 

移動式クレーン運転

士免許（旧クレーン

則 126条の 2） 

16 潜水士免許 潜水士免許（旧高圧

則第 56条） 

 

こうした免許制度等の整備充実化に伴い、

試験事務の実施方法の改善が急務となった

が、昭和 47 年の安衛法制定には間に合わ

なかった。安衛法による免許試験の業務は

都道府県労働局の他の業務に支障を生じさ

せ、試験の実施回数も制限され、受検者に

不便をかける等の問題が生じていた。法制

定から約 4 年後の昭和 51 年 4 月 1 日、労

働省により、作業環境測定法に基づく試験

実施機関として、（財）作業環境測定士試

験協会が指定され、作業環境測定士試験が

同協会で実施された。その後、昭和 52 年

改正で、安衛法第 75 条の 2 以降が追加さ

れ、昭和 53 年 4 月 1 日、同協会が改組・

名称変更され、広く安全衛生関係の免許試

験を実施する（財）安全衛生技術試験協会

となり、指定試験機関となった。同協会は、

受験者の利便性を考慮し、全国に次の 7 つ

のセンターを配置し、必要な整備を完了し

た（これらの 7 つのセンターは出張試験も

実施している）。 

 技能講習の経過を辿ると、旧労働基準法

の下では、ガス溶接技能講習（旧安衛則第

327 条）、フォークリフト運転技能講習

（旧安衛則第 333 条）、プレス作業主任者

技能講習（旧安衛則第 372 条）、ボイラー

整備技能講習（旧ボイラー則第 104 条の

2）、玉掛技能講習（クレーン則第 150
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条）の 5 種のみが関係省令に規定され、そ

の指定講習は、都道府県労働基準局長又は

局長の指定する講習機関が実施していた。 

安衛法の制定により、旧安衛則第 45 条

所定の技能選考者でなければ就業できない

業務の殆どが、技能講習修了者でなければ

就くことができない業務となった。 

 

 

2 逐条解説 
2．1 第 72 条 
2．1．1 条文 
（免許） 

第七十二条 第十二条第一項（＊衛生管理

者）、第十四条（＊作業主任者）又は第六

十一条第一項（＊クレーンの運転、ボイラ

ーの取扱い、車両系建設機械の運転等の危

険業務にかかる就業制限）の免許（以下

「免許」という。）は、第七十五条第一項

（＊都道府県労働局長による免許試験（学

科・実技）の実施）の免許試験に合格した

者その他厚生労働省令で定める資格を有す

る者に対し、免許証を交付して行う。 
２ 次の各号のいずれかに該当する者に

は、免許を与えない。 
一 第七十四条第二項（第三号を除く。）

（＊免許にかかる重大事故、安衛法令違

背、心身の故障等による免許の取り消し）

の規定により免許を取り消され、その取消

しの日から起算して一年を経過しない者 
二 前号に掲げる者のほか、免許の種類に

応じて、厚生労働省令で定める者 
３ 第六十一条第一項（＊クレーンの運

転、ボイラーの取扱い、車両系建設機械の

運転等の危険業務にかかる就業制限）の免

許については、心身の障害により当該免許

に係る業務を適正に行うことができない者

として厚生労働省令で定めるものには、同

項の免許を与えないことがある。 
４ 都道府県労働局長は、前項の規定によ

り第六十一条第一項の免許を与えないこと

とするときは、あらかじめ、当該免許を申

請した者にその旨を通知し、その求めがあ

つたときは、都道府県労働局長の指定する

職員にその意見を聴取させなければならな

い。 

 

2．1．2 趣旨・内容 
2．1．2．1 趣旨 
安衛法は、一定の業務に就く場合、国家

試験の合格者等に与えられる「免許」を証

する免許証の所持者、都道府県労働局長に

登録する教習機関の行う「技能講習」の修

了証所持者であることを求めており、安衛

法第 8 章はこの「免許」及び「技能講習」

について規定している。 

本条第 1 項は、「免許」が必要とされる

衛生管理者（法第 12 条第 1 項）、作業主

任者（法第 14 条）及び就業制限業務（法

第 61 条第 1 項）について、原則として試

験に合格することが必要であることを規定

し、第 2 項、第 3 項は、免許の欠格事由等

について規定している 40。 
 
2．1．2．2 内容 
〔免許の種類及び取得方法〕 
本条が定める「厚生労働省令で定める資

格を有する者」、すなわち衛生管理者、作

業主任者、及び就業制限業務に就く者に係

る免許は、種類ごとの免許試験に合格した

者、及びその他一定の資格を有する者に対

して交付される（安衛則第 62 条、別表第

4）41。 
免許の種類は次の 20 種類である。 

＜法第 12 条（衛生管理者）第 1 項の

免許＞ 
1 第一種衛生管理者免許 
2 第二種衛生管理者免許 
3 衛生工学衛生管理者免許 
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＜第 14 条（作業主任者）の免許＞ 
4 高圧室内作業主任者免許 
5 ガス溶接作業主任者免許 
6 林業架線作業主任者免許 

＜法第 61 条（就業制限）第 1 項の免

許＞ 
7 特級ボイラー技士免許 
8 一級ボイラー技士免許 
9 二級ボイラー技士免許 
10 エックス線作業主任者免許 
11 ガンマ線透過写真撮影作業主任者免

許 
12 特定第一種圧力容器取扱作業主任者

免許 
13 発破技師免許 
14 揚貨装置運転士免許 
15 特別ボイラー溶接士免許 
16 普通ボイラー溶接士免許 
17 ボイラー整備士免許 
18 クレーン・デリック運転士免許 
19 移動式クレーン運転士免許 
20 潜水士免許 
以上のうち、衛生工学衛生管理者免許に

ついては、一定の学力を有すると認められ

た者で都道府県労働局長に登録した登録教

習機関が行う衛生工学衛生管理者講習を修

了した者等に与えられる。 
また、特定第一種圧力容器取扱作業主任

者免許は、①電気事業法で定める第一種ボ

イラー・タービン主任技術者免状又は第二

種ボイラー・タービン主任技術者免状の交

付を受けている者、②高圧ガス保安法で定

める製造保安責任者免状又は販売主任者免

状の交付を受けている者、③ガス事業法で

定めるガス主任技術者免状の交付を受けて

いる者に対して与えられる。 

このように、衛生工学衛生管理者免許、

特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許に

ついては試験が実施されないため、実際に

免許試験が行われるのは 18 種類である。 
〔免許証の交付〕 
 衛生管理者、作業主任者又は就業制限業

務に就く者に係る免許は、免許の種類ごと

に、免許試験に合格した者やその他一定の

資格を有する者に対し、免許証を交付する

ことで行われる 42。 
昭和 63 年より、行政手続の簡素化等の

ため、免許証の交付において、同一人が同

日に 2 種類以上の免許を受けるときは、1
つの免許証に他の種類の免許に係る事項を

記載し、当該種類の免許に係る免許証の交

付に代えることとなった（安衛則第 66 条

の 2）。 
免許を現に受けている者に対し、当該免

許の種類と異なる種類の免許を与えるとき

は、その異なる種類の免許に係る免許証に

その者が現に受けている免許に係る事項を

記載し、その者が現に有する免許証と引換

えに交付する（安衛則第 66 条の 2）。 
クレーン・デリック運転士に係る限定免

許を現に受けている者に限定しない免許を

交付するときは、その者が現に有する免許

証と引き換えにクレーン・デリック運転士

に係る免許証を交付する。この場合におい

て、その者がクレーン・デリック運転士免

許と異なる種類の免許を現に受けていると

きは、当該クレーン・デリック運転士免許

に係る免許証に、その異なる種類の免許に

係る事項を記載するものとする（安衛則第

66 条の 2）。 
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〔免許の申請手続〕 
免許試験に合格した者で免許を受けよう

とする者は、免許試験合格後に遅滞なく免

許申請書を所轄の都道府県労働局長に提出

しなければならない。指定試験機関が行う

免許試験に合格した者で免許を受けようと

する者も、免許試験合格後に遅滞なく免許

申請書に合格の通知を添えて、当該免許試

験を行った指定試験機関の事務所の所在地

を管轄する都道府県労働局長に提出しなけ

ればならない（安衛則第 66 条の 3）。 
また、免許試験に合格した者以外の者で

免許を受けようとする者に関しても、免許

申請書を、住所を管轄する都道府県労働局

長に提出しなければならない（安衛則第

66 条の 3）。 
〔免許証の再交付又は書替え〕 
免許証を滅失又は損傷したときは、免許

証再交付申請書を免許証の交付を受けた都

道府県労働局長又は住所を管轄する都道府

県労働局長に提出し、免許証の再交付を受

けなければならない。また、氏名を変更し

たときは、免許証書替申請書を免許証の交

付を受けた都道府県労働局長又は住所を管

轄する都道府県労働局長に提出し、免許証

の書替えを受けなければならない（安衛則

第 67 条）。 
〔免許証の返還〕 
免許の取消しの処分を受けた者は、遅滞

なく免許の取消しをした都道府県労働局長

に免許証を返還しなければならない（安衛

則第 68 条）。 
〔免許の欠格事項〕 
 第 72 条第 2 項は、次の①～③のいずれ

かに該当する者には免許を与えないことを

規定している 43。 

①免許の取消しの日から一年を経過しない

者。 
②満 18 歳に満たない者（揚貨装置（＊船

舶に取り付けられたクレーンやデリック）

運転士免許、特級ボイラー技士免許、一級

ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許、

特別ボイラー溶接士免許、普通ボイラー溶

接士免許、ボイラー整備士免許、クレー

ン・デリック運転士免許、移動式クレーン

運転士免許、ガス溶接作業主任者免許、林

業架線作業主任者免許、発破技士免許、エ

ックス線作業主任者免許、ガンマ線透過写

真撮影作業主任者免許及び潜水士免許）

（安衛則第 63 条、ボイラー則第 98 条・第

105 条・第 114 条、クレーン則第 224 条・

第 230 条、電離則第 49 条・第 52 条の 4
の 2、高圧則第 53 条）。 
③満 20 歳に満たない者（高圧室内作業主

任者免許）（高圧則第 48 条）。 
 免許試験の受験資格には年齢制限がなく、

免許の年齢制限に抵触する年齢で免許試験

を受けることは可能であるが、合格した場

合においても、免許の申請は所定の年齢に

達してから行わなければならない 44。 
〔免許の重複取得の禁止〕 
 免許を現に受けている者は、当該免許と

同一の種類の免許を重ねて受けることがで

きない。ただし、次の①～②に掲げる者が

当該各号に定める免許を受けるときはこの

限りではない（安衛則第 64 条、クレーン

則第 224 条の 4）45。 
①取り扱うことのできる機械の種類を床上

運転式クレーンに限定したクレーン・デリ

ック運転士免許を受けている者が、取り扱

うことのできる機械の種類を限定しないク

レーン・デリック運転士免許又は取り扱う
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ことのできる機械の種類をクレーンに限定

した（＊しかし、クレーンの運転上限定の

ない）クレーン・デリック運転士免許を受

ける場合。 
②取り扱うことのできる機械の種類をクレ

ーンに限定したクレーン・デリック運転士

免許を受けている者が、取り扱うことので

きる機械の種類を限定しないクレーン・デ

リック運転士免許を受ける場合。 
〔法第 72 条第 3 項の厚生労働省令で

定める者〕 
 第 72 条第 3 項は、法第 61 条第 1 項に

基づく免許に関し、免許の種類に応じ、心

身の障害により、免許に係る業務を適正に

行うことができない者として免許を与えな

いことがある者を、厚生労働省令で規定す

る旨定めている。この「法第 61 条第 1 項

に基づく免許」は次の 12 種類の免許を指

す。 
①発破技士免許 
②揚貨装置運転士免許 
③特級ボイラー技士免許 
④一級ボイラー技士免許 
⑤二級ボイラー技士免許 
⑥特別ボイラー溶接士免許 
⑦普通ボイラー溶接士免許 
⑧ボイラー整備士免許 
⑨クレーン・デリック運転士免許 
⑩移動式クレーン運転士免許 
⑪潜水士免許 
⑫ガス溶接士作業主任者免許 
 また、第 72 条第 4 項では、都道府県労

働局長が免許を申請した者に免許を与えな

いこととするとき、あらかじめ申請者にそ

の旨を通知し、求めがあったとき場合には、

都道府県労働局長の指定する職員に意見を

聴取させなければならないことを規定して

いる。 
 なお、2001（平成 13）年の法改正に基

づき、衛生管理者と作業主任者の免許に関

し障害者に係る欠格事由が廃止され、また、

法第 61 条第 1 項関係（就業制限）の免許

に関し、心身の障害により免許を与えない

ことがある者を厚生労働省令により規定す

ることとされた 46。 
就業制限業務の免許に関しては、心身の

障害により業務を適正に行うことができな

い者として免許が付与されない場合や作業

に関し、条件付きの免許が与えられる場合

がある（参考 5・表 2 参照）47。この場合

において免許を付与するか否かを決定する

際には、現に利用している障害を補う手段

又は現に受けている治療などにより障害が

補われ、又は障害の程度が軽減している状

況などが考慮される 48。 
 
2．1．2．3 関連規定 
1 第 1 項の厚生労働省令で定める資

格関係 
安衛則第 62 条・別表 4（免許の種類及

び取得方法。参考 5・表 1 に記載） 
ボイラー則第 97 条（ボイラー技師免許

（特級、1 級、2 級）の付与の要件）、第

104 条（特別ボイラー溶接士免許の付与の

要件）、第 113 条（ボイラー整備士免許の

付与の要件）、第 119 条（特定第一種圧力

容器取扱作業主任者免許の付与の要件及び

免許取り消し・効力停止の事由のうち省令

で定めるもの） 
クレーン則第 223 条（クレーン・デリッ

ク運転免許の付与の要件）、229 条（移動

式クレーン運転士免許の付与の要件） 
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高圧則第 47 条（高圧室内作業主任者免

許の付与の要件）、第 52 条（潜水士免許

の付与の要件） 
電離則第 48 条（エックス線作業主任者

免許の付与の要件）、第 52 条の 4（ガン

マ線透過写真撮影作業主任者免許の付与の

要件） 
2 第 2 項第 2 号の厚生労働省令で定

める者関係 
 安衛則第 63 条（ガス溶接作業主任者免

許、林業架線作業主任者免許、発破技師免

許又は揚貨装置運転士免許の省令所定の欠

格事由を満 18 才未満とすること） 
ボイラー則第 98 条（各種ボイラー技士

免許の省令所定の欠格事由を満 18 才未満

とすること）、第 105 条（各種ボイラー溶

接士免許の省令所定の欠格事由を満 18 才

未満とすること）、第 114 条（ボイラー整

備士免許の省令所定の欠格事由を満 18 才

未満とすること） 
クレーン則第 224 条（クレーン・デリッ

ク運転士免許の省令所定の欠格事由を満

18 才未満とすること）、第 230 条（移動

式クレーン運転士免許の省令所定の欠格事

由を満 18 才未満とすること） 
高圧則第 48 条（高圧室内作業主任者免

許の省令所定の欠格事由を満 18 才未満と

すること）、第 53 条（潜水士免許の省令

所定の欠格事由を満 18 才未満とするこ

と） 
電離則第 49 条（エックス線作業主任者

免許の省令所定の欠格事由を満 18 才未満

とすること）、第 52 条の 4 の 2（ガンマ

線透過写真撮影作業主任者免許の省令所定

の欠格事由を満 18 才未満とすること） 
3 第 3 項の厚生労働省令で定める者

関係 
 安衛則第 65 条（発破技士免許、揚貨装

置運転士免許、ガス溶接作業主任者免許の

心身の故障による省令所定の欠格事由） 
ボイラー則第 98 条の 2（各種ボイラー

技士免許の心身の故障による省令所定の欠

格事由）、第 105 条の 2（各種ボイラー溶

接士免許の心身の故障による省令所定の欠

格事由）、第 114 条の 2（ボイラー整備士

免許の心身の故障による省令所定の欠格事

由） 
クレーン則第 224 条の 2（クレーン・デ

リック運転士免許の心身の故障による省令

所定の欠格事由）、第 230 条の 2（移動式

クレーン運転士免許の心身の故障による省

令所定の欠格事由） 
高圧則第 53 条の 2（潜水士免許の心身

の故障による省令所定の欠格事由） 
 
2．2 第 73 条 
2．2．1 条文 
第七十三条 免許には、有効期間を設ける
ことができる。 
２ 都道府県労働局長は、免許の有効期間
の更新の申請があつた場合には、当該免許
を受けた者が厚生労働省令で定める要件に
該当するときでなければ、当該免許の有効
期間を更新してはならない。 
 
2．2．2 趣旨・内容 
2．2．2．1 趣旨 
 第 73 条は、必要に応じて免許に有効期

間を設けることができること、また、都道

府県労働局長が免許の有効期間を更新する

場合には一定の要件に基づかなければなら

ないことを定めている。 
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免許証の交付を受けても、期間の経過に

よりその技能が低下する恐れがある場合が

ある。また、新技術・新工法等の導入に伴

う労働災害防止のための最新の知識を付与

すること、関係法令の改正内容について正

確な情報を理解させる必要がある。 

このため、免許について必要に応じて有

効期間を定めることができること及び都道

府県労働局長が免許の有効期間を更新する

場合の要件について規定したものである。 

 
2．2．2．2 内容 
 免許証の交付後に技能が低下するおそれ

がある業務に関し、免許の種類・有効期

間・更新する場合の基準を厚生労働省令で

定めることとしている 49。 
この点、厚生労働省令では、ボイラー溶

接士について、特別ボイラー溶接士免許と

普通ボイラー溶接士免許の有効期間を 2 年

と規定している（ボイラー則第 107 条第 1
項）が、他の免許には有効期間を設けてい

ない 50。 
特別ボイラー溶接士免許又は普通ボイラ

ー溶接士免許の有効期間の更新を受けよう

とする者は、その有効期間の満了前に、免

許更新申請書を当該免許を受けた都道府県

労働局長又は住所を管轄する都道府県労働

局長に提出しなければならない（ボイラー

則第 107 条第 3 項）。 
 都道府県労働局長は、特別ボイラー溶接

士又は普通ボイラー溶接士が、当該免許の

有効期間の満了前一年間にボイラー又は第

一種圧力容器を溶接し、かつ、当該免許の

有効期間中に溶接したボイラー又は第一種

圧力容器のすべてが所定の溶接検査又は変

更検査に合格している場合、その他ボイラ

ー溶接士としての技能の低下が認められな

い場合に当該免許の有効期間を更新するこ

ととされている（ボイラー則第 107 条第 2
項）。 
 
2．2．2．3 関連規定 
1 有効期間が設けられている免許関

係 
ボイラー則第 107 条第 1 項（各種ボイラ

ー溶接士免許の有効期間：2 年） 
2 第 2 項の省令で定める要件関係 
ボイラー則第 107 条第 2 項（各種ボイラ

ー溶接士免許の有効期間の更新要件：期間

満了前 1 年間が所定の溶接検査・変更検査

に合格し、技能低下が認められない場合） 
 
2．3 第 74 条・第 74 条の 2 
2．3．1 条文 
第七十四条 都道府県労働局長は、免許を
受けた者が第七十二条第二項第二号（＊免
許の種類に応じて省令で定める欠格事由。
年齢制限が該当）に該当するに至つたとき
（＊年齢を偽った場合）は、その免許を取
り消さなければならない。 
２ 都道府県労働局長は、免許を受けた者
が次の各号のいずれかに該当するに至つた
ときは、その免許を取り消し、又は期間
（第一号、第二号、第四号又は第五号に該
当する場合にあつては、六月を超えない範
囲内の期間）を定めてその免許の効力を停
止することができる。 
一一  故意又は重大な過失により、当該免許
に係る業務について重大な事故を発生させ
たとき。 
二二  当該免許に係る業務について、この法
律又はこれに基づく命令の規定に違反した
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とき。 
三三  当該免許が第六十一条第一項（＊クレ
ーンの運転、ボイラーの取扱い、車両系建
設機械の運転等の危険業務にかかる就業制
限）の免許である場合にあつては、第七十
二条第三項（＊心身の故障による業務不適
応による欠格）に規定する厚生労働省令で
定める者となつたとき。 
四 第百十条第一項（＊免許等に際しての
条件の設定や変更）の条件に違反したと
き。 
五 前各号に掲げる場合のほか、免許の種
類に応じて、厚生労働省令で定めるとき。 
３ 前項第三号に該当し、同項の規定によ
り免許を取り消された者であつても、その
者がその取消しの理由となつた事項に該当
しなくなつたとき、その他その後の事情に
より再び免許を与えるのが適当であると認
められるに至つたときは、再免許を与える
ことができる。 
 
第七十四条の二 前三条に定めるもののほ
か、免許証の交付の手続その他免許に関し
て必要な事項は、厚生労働省令で定める。 
 
2．3．2 趣旨・内容 
2．3．2．1 趣旨 
 第 74 条は、都道府県労働局長による免

許の取消し、効力の停止及び再免許につい

て規定している。 
 また、第 74 条の 2 は、厚生労働省令が

規定する免許証の交付の手続その他免許に

関する必要な事項が、法律を根拠として規

定されていることを明確化するものである

51。 
 

2．3．2．2 内容 
 第 74 条第 1 項は免許の必要的取消しに

関する規定であり、免許を受けた者が法第

72 条第 2 項第 2 号に該当する場合（18 歳

以上という年齢制限があるにもかかわらず

年齢を偽って免許を取得した場合）は、都

道府県労働局長が免許を取り消すべきこと

を規定する 52。 
 また、第 74 条第 2 項は、免許の任意的

取消しと効力の一時停止を定めるものであ

り、免許を有する者が次の①～⑦のいずれ

かに該当した場合、都道府県労働局長は、

個々の具体的事情を検討して、免許の取消

しあるいは効力の一時停止を行うことがで

きる（安衛則第 66 条）53。 
①故意又は重大な過失により免許に係る

業務について重大な事故を発生させたとき。 
②免許に係る業務について労働安全衛生

法令に違反したとき。 
③就業制限業務の免許の場合には、心身

の障害により免許の業務を適正に行うこと

ができない者となったとき。 
④免許に付せられた条件に違反したとき。 
⑤免許試験の受験についての不正その他

の不正の行為があったとき。 
⑥免許証を他人に譲渡し、又は貸与した

とき。 
⑦免許を受けた者から当該免許の取消し

の申請があったとき。 
 免許の効力の停止を行う場合には、免許

証を提出させて効力の停止とその期間を記

入したうえで、都道府県労働局の掲示板に

掲示するなどの方法により公示するほか、

免許証が提出されない場合には免許を取り

消すことも考慮する 54。 
 第 74 条第 3 項は、障害者に係る欠格事
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由に該当し免許を取り消された者について、

取消しの理由となった事項に該当しなくな

ったとき、その後の事情により再び免許を

与えるのが適当であると認められるに至っ

たときは、都道府県労働局長は再免許を与

えることができることを定める 55。 
 第 74 条の 2 は、第 72 条（免許）、第

73 条（免許の有効期間・更新）、第 74 条

（免許の取消し）に定めるもののほか、免

許証の交付（安衛則第 66 条の 2）、免許

の申請手続（安衛則第 67 条）、免許証の

再交付又は書替え（安衛則第 67 条）、免

許の取り消し申請手続き（安衛則第 67 条

の 2）など免許に関する必要な事項は、厚

生労働省令（労働安全衛生規則：第 62 条

～第 72 条）が規定することを定めている。 
 
2．3．2．3 関連規定 
 ＜第 74 条関係＞ 
1 第 2 項第 5 号の厚生労働省令で定

めるとき関係 
 安衛則第 66 条（省令所定の諸種の免許

の取り消し事由：免許試験の受験にかかる

不正行為、免許証の譲渡・貸与、本人から

の申請） 
ボイラー則第 119 条第 2 項（特定第一種

圧力容器取扱作業主任者免許の省令所定の

取り消し事由：電気事業法等他の法律に基

づく免許により免許を与えられた者が、当

該他の法律に基づく免許の返納を命じられ

たとき） 
2 免許証の返還関係 
安衛則第 68 条（法定事由による免許取

り消しを受けた者の免許証返還義務等） 
 

＜第 74 条の 2 関係＞ 
1 免許証の交付手続き関係 

安衛則第 66 条の 2（免許に際しての免

許証の交付、異なる種類の免許を付与する

場合の免許証への追記等） 
2 免許の申請手続関係 
安衛則第 66 条の 3（免許試験合格者に

よる免許申請） 
3 免許の手数料関係 
法第 112 条第 1 項（資格試験の受験者、

登録更新者等の政令所定の手数料の納付義

務） 
手数料令第 1 条第 1 項（法第 112 条第 1

項から定めを委任された手数料の金額） 
4 免許の再交付又は書換え関係 
 安衛則第 67 条（免許証を滅失・損傷し

た場合に再交付を受ける義務、氏名変更時

に書き換えを受ける義務） 
5 免許の取消しの申請手続き関係 
安衛則第 67 条の 2（免許取得者による

自発的な取り消し申請） 
 
2．4 第 72 条～第 74 条の 2 に共通

する主な関連規定 
第 72 条～第 74 条の 2 に共通する関連規

定は、以下の通り。 
 ＜免許資格の必要な業務＞ 
1）衛生管理者関係 
法第 12 条（所定の資格を持つ衛生管理

者の選任及び衛生管理関係業務を行わせる

義務） 

施行令第 4 条（衛生管理者を選任すべき

規模の事業場を、常時使用労働者数 50 人

以上とすること） 

安衛則第 7 条（選任の方法：事業場の業

種、規模等に応じて必要な数、資格、専任
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とすべきか否か等） 

 

事業場の規模（常時使用す

る労働者数） 

衛生管理

者数 

五十人以上二百人以下 一 人 

二百人を超え五百人以下 二 人 

五百人を超え千人以下 三 人 

千人を超え二千人以下 四 人 

二千人を超え三千人以下 五 人 

三千人を超える場合 六 人 

 

安衛則・別表第 5 第 1 号（第 1 種衛生管

理者試験に関すること（受験資格、試験科

目、免除を受けられる者、免除試験科目）、

第 2 号（第 2 種衛生管理者試験に関するこ

と（同前）） 

衛生管理者規程（無試験でそのまま衛生

管理者となれる者、安衛則第 62 条所定の

免許を受けられる者、衛生工学衛生管理者

となるための講習、講習を受けずにそのま

ま衛生工学衛生管理者になれる者、衛生工

学衛生管理者となるための講習の一部を免

除される者、第 1 種衛生管理者試験の受験

資格のうち安衛則で大臣に定めが委任され

ているもの、第 2 種衛生管理者試験の範囲

の詳細等） 

2）作業主任者関係 
法第 14 条（政令所定の危険作業につき

所定の技能講習修了者や免許試験合格者の

中から作業主任者を選任し、作業従事者の

指揮等所定の事項を行わせるべきこと） 

施行令第 6 条（作業主任者を選任すべき

危険作業） 

安衛則第 16 条（作業主任者の選任は、

別表第 1 所定の区分ごとに所定の要件を充

たす者について行うべきこと）、第 17 条

（複数の作業主任者を選任した場合の事業

者による分担の決定） 

安衛則・別表第 1（安衛則第 16 条、第

17 条に基づく区分と作業主任者の資格要

件）、別表第 5（第 2 号～第 5 号）（第 2

号：ガス溶接作業主任者免許試験の受験資

格、試験科目、科目免除を受けられる者、

免除試験科目、第 3 号：林業下線作業主任

者について以下同じ（但し、受験資格な

し）、第 4 号：発破技師免許について以下

同じ（但し、受験資格、試験科目免除を受

けられる者、免除試験科目なし）、第 5

号：揚貨装置運転士免許試験について以下

同じ（但し、受験資格なし））、別表第 6

（木材加工用機械作業主任者ほか技能講習

で資格が得られるものの区分、受講資格、

講習科目） 

3）就業制限業務関係 
法第 61 条（クレーンの運転その他政令

所定の危険業務については、所定の免許取

得者か技能講習を修了した資格保有者に就

業を制限する旨の定め） 

施行令第 20 条（法第 61 条が定める就業

制限がかかる指定危険業務：発破に係る複

数の業務、一定重量以上の揚貨装置の運転、

ボイラーの取扱い業務等 16項目） 

安衛則第 41 条（就業制限業務に就業で

きる者を別表に定めること） 

安衛則・別表第 3（第 41 条を受けて、

施行令第 20 条所定の危険業務ごとに就業

可能な者を列挙）、別表第 4（第 62 条

（試験の受験資格を別表に定めること）を

受けて、20種の免許の受験資格を列挙） 
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＜ボイラー及び圧力容器の取扱い、

溶接、整備に関する規定＞ 
1）特級（一級、二級）ボイラー技士

免許関係 
施行令第 20 条第 3 号（就業制限対象業

務：ボイラー取扱い業務） 

ボイラー則第 23 条（施行令第 20 条第 3

号所定のボイラー取扱い業務にかかる所定

の資格保有者以外の就業制限の原則）、第

97 条～第 98 条の 2（第 1 号：特級ボイラ

ー技師免許の取得要件、第 2 号：1 級ボイ

ラー技師免許の取得要件、第 3 号：2 級ボ

イラー技師免許の取得要件）、第 101 条

（特級、1 級ボイラー技師免許試験の受験

資格）、第 102 条（特級、1 級、2 級ボイ

ラー技士免許試験の学科試験科目）、第

102 条の 2（特級ボイラー技士免許試験の

科目合格者の試験科目免除措置）、第 103

条（免許試験の細目にかかる大臣への決定

の委任） 

2）特別（普通）ボイラー溶接士免許

関係 
施行令第 20 条第 4 号（就業制限対象業

務：ボイラー溶接業務） 

ボイラー則第 9 条（ボイラー溶接業務に

かかる特別ボイラー溶接士免許取得者以外

（溶接部の厚さが 25mm 以下の場合等には

普通ボイラー溶接士免許取得者以外）の就

業制限の原則）、第 55 条（第一種圧力容

器の溶接業務にかかる特別ボイラー溶接士

免許取得者以外の就業制限の原則）、第

104 条（特別ボイラー溶接士免許、普通ボ

イラー溶接士免許を受けることができる

者：免許試験合格者と、後者の場合は試験

免除者も該当）、第 105 条（法第 72 条第

2 項第 2 号所定の免許の欠格事由：満 18

歳未満）、第 105 条の 2（法第 72 条第 3

項所定の心身の故障による欠格事由：心身

の故障により当該免許に係る業務を適切に

行い得ない者）、第 109 条（特別ボイラー

溶接士免許試験の受験資格：普通ボイラー

溶接士免許の取得後一定期間の溶接作業経

験）、第 110 条（特別ボイラー溶接士免許

試験及び普通ボイラー溶接士免許試験の試

験方法と試験科目）、第 111 条（所定の条

件を充たす者にかかる特別ボイラー溶接士

及び普通ボイラー溶接士免許試験の試験科

目の免除）、第 112 条（免許試験の細目に

かかる大臣への決定の委任） 

3）ボイラー整備士免許関係 
施行令第 20 条第 5 号（就業制限対象業

務：ボイラーや第一種圧力容器の整備業

務） 

ボイラー則第 35 条（ボイラー整備業務

についてのボイラー整備士免許取得者以外

の就業制限）、第 70 条（第一種圧力容器

整備業務についてのボイラー整備士以外の

就業制限）、第 113 条（ボイラー整備士免

許試験の受験資格：ボイラー整備等の業務

補助に 6 ヶ月以上従事等）、第 114 条（免

許の欠格事由：満 18 才未満）、第 114 条

の 2（法第 72 条第 3 項所定の心身の故障

による欠格事由：心身の故障により当該免

許にかかる業務を適切に行い得ない者） 

 

※ボイラーは、圧力、伝熱面積、胴の内

径・長さにより、ボイラー、小型ボイラー、

簡易ボイラーに区分される。圧力容器も最

高使用圧力と内容積等によって、第一種圧

力容器、小型圧力容器、簡易容器の 3つに

区分される。詳細については参考 2「1 

ボイラー、圧力容器」を参照。 
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＜クレーン、移動式クレーン、デリ

ック運転免許に関する規定＞ 
 クレーン、デリック運転士免許関係 

施行令第 20 条第 6号（就業制限対象業

務：つり上げ荷重 5トン以上のクレーンの

運転業務）、第 7号（同：つり上げ荷重 1

トン以上の移動式クレーンの運転業務）、

第 8号（同：つり上げ荷重 5トン以上のデ

リックの運転業務） 

クレーン則第 22 条（クレーン・デリッ

ク運転士免許を持つ者以外のクレーン運転

業務への就業制限の原則）、第 21条（小

型クレーンの運転業務に従事させる労働者

への特別教育の必要性）、第 68 条（移動

式クレーン運転士免許を持つ者以外の就業

制限の原則）・第 67 条（小型移動式クレ

ーンの運転業務に従事させる労働者への特

別教育の必要性） 

クレーン則第 108 条（クレーン・デリッ

ク運転士免許を持つ者以外のデリック運転

業務への就業制限の原則）、第 107条（小

型デリックの運転業務に従事させる労働者

への特別教育の必要性）、第 223 条（クレ

ーン・デリック運転士免許の要件：免許試

験合格者、学科試験合格後 1年以内に実技

教習を修了した者等）、第 224条（免許の

欠格事由：満 18 才未満）、第 224 条の 2

（法第 72条第 3項所定の心身の故障によ

る欠格事由：心身の故障により当該免許に

かかる業務を適切に行い得ない者） 

クレーン則第 226 条（免許試験の試験方

法（学科及び実技）と試験科目）、第 227

条（試験科目の免除）、第 228条（クレー

ン・デリック運転士免許に関する詳細の決

定の厚生労働大臣への委任） 

 

※クレーン、移動式クレーンの取扱い資

格は、つり上げ荷重によって異なる。詳細

については参考 2「2 クレーン、移動式

クレーン、デリック」を参照。 

 
2．5 第 75 条 
2．5．1 条文 
（免許試験） 
第七十五条 免許試験は、厚生労働省令で

定める区分ごとに、都道府県労働局長が行

う。 
２ 前項の免許試験（以下「免許試験」と

いう。）は、学科試験及び実技試験又はこ

れらのいずれかによつて行う。 
３ 都道府県労働局長は、厚生労働省令で

定めるところにより、都道府県労働局長の

登録を受けた者が行う教習を修了した者で

その修了した日から起算して一年を経過し

ないものその他厚生労働省令で定める資格

を有する者に対し、前項の学科試験又は実

技試験の全部又は一部を免除することがで

きる。 
４ 前項の教習（以下「教習」という。）

は、別表第十七に掲げる区分ごとに行う。 
５ 免許試験の受験資格、試験科目及び受

験手続並びに教習の受講手続その他免許試

験の実施について必要な事項は、厚生労働

省令で定める。 
 
2．5．2 趣旨・内容 
2．5．2．1 趣旨 
 第 75 条は、免許試験の実施方法、免許

試験の一部免除などの事項を定めている。 
 
2．5．2．2 内容 
 免許試験は、厚生労働省令（安衛則第

69 条）で定める 18 種の区分ごとに学科試

験・実技試験又はそのいずれかによって都

道府県労働局長が行うこととされ、実際に

は第 75 条の 2（指定試験機関の指定）の
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規定に基づき、指定試験機関である公益財

団法人安全衛生技術試験協会が都道府県労

働局長の行う事務試験を実施している（同

協会は、法第 82 条に基づく労働安全コン

サルタント試験、第 83 条に基づく労働衛

生コンサルタント試験、作業環境測定法第

5 条に基づく作業環境測定士試験の指定試

験機関として試験事務も行っている。）56。 
 第 75 条第 1 項中「厚生労働省令で定め

る区分」とは、①第一種衛生管理者免許試

験、②第二種衛生管理者免許試験、③高圧

室内作業主任者免許試験、④ガス溶接作業

主任者免許試験、⑤林業架線作業主任者免

許試験、⑥特級ボイラー技士免許試験、⑦

一級ボイラー技士免許試験、⑧二級ボイラ

ー技士免許試験、⑨エツクス線作業主任者

免許試験、⑩ガンマ線透過写真撮影作業主

任者免許試験、⑪発破技士免許試験、⑫揚

貨装置運転士免許試験、⑬特別ボイラー溶

接士免許試験、⑭普通ボイラー溶接士免許

試験、⑮ボイラー整備士免許試験、⑯クレ

ーン・デリック運転士免許試験、⑰移動式

クレーン運転士免許試験、⑱潜水士免許試

験の 18 種の免許試験の区分を指す（安衛

則第 69 条）。なお、衛生工学衛生管理者

免許及び特定第 1 種圧力容器取扱作業主任

者免許に関しては免許試験は存在せず、決

められた資格に基づき取得するものとされ

ている 57。 
 第 75 条第 3 項では、省令による定めを

前提に試験免除の要件を定めており、登録

教習機関が行う一定の教習を修了した者で、

修了日から一年以内のものや、厚生労働省

令が定める一定の資格の保有者について試

験を免除することとしており、安衛則第

70 条が定める別表第 5 により、前者（試

験免除の対象となる教習修了者となる）に

は、クレーン運転実技教習、移動式クレー

ン運転実技教習、揚貨装置運転実技教習及

びデリック運転実技教習が該当する 58。 
 第 75 条第 5 項中「厚生労働省令で定め

る事項」とは、安衛則、ボイラー則、クレ

ーン則、高圧則、電離則が定める免許試験

の区分ごとの受験資格、試験科目、試験免

除資格、免除試験科目、受験手続などであ

る 59。 
〔免許試験の種類〕 
 免許試験の種類ごとの受験資格及び試験

科目は参考 3 の通りである（法第 75 条第

1 項・第 2 項、安衛則第 70 条・別表第 5）。 
 
2．5．2．3 関連規定 
1 第 1 項の厚生労働省令で定める免

許試験の区分関係 
安衛則第 69 条（第 1 種衛生管理者免許

試験から潜水士免許試験に至る 18 種類の

免許試験を列挙） 
 
2 第 3 項の厚生労働省令で定める

（免許試験免除の要件となる）資格

関係 
安衛則第 70 条（免許試験の試験区分に

関する第 69 条で列挙された 18 種類の免許

試験のうち、第 1 種衛生管理者、第 2 種衛

生管理者、ガス溶接作業主任者、林業架線

作業主任者、発破技師、揚貨装置運転士の

免許試験の受験資格、試験科目、科目免除

の対象者と対象科目につき、別表第 5 で定

めることを規定）・別表第 5（第 70 条を

受けた具体的な定め） 
ボイラー則第 102 条の 2（特級ボイラー

技士免許試験につき、第 102 条所定の試験
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科目（第 1 号：ボイラーの構造、第 2 号、

ボイラーの取扱い、第 3 号：燃料及び燃焼、

第 4 号：関係法令）の一部で合格点を得た

者につき、当該科目を免除できること）、

第 111 条（免許試験の区分（現在のところ、

特別ボイラー溶接士、普通ボイラー溶接

士）に応じた試験科目の免除）、第 117 条

（ボイラー技士等について、第 116 条所定

の学科試験科目（第 1 号：ボイラー及び第

1 種圧力容器、第 2 号：同じくその整備作

業、第 3 号：同じくその整備作業に使う器

材、薬品等、第 4 号：関係法令）を免除で

きること） 
クレーン則第 227 条（一定の実技教習受

講者や実務経験者、最近の学科試験合格者

等についてのクレーン・デリック運転士免

許試験の学科・実技試験の全部／一部の免

除）、第 233 条（一定の実技教習受講者や

実務経験者、最近の学科試験合格者等につ

いての移動式クレーン運転士免許試験の学

科・実技試験の全部／一部の免除） 
電離則第 51 条（関連法規に基づく免状

を持つ者や、ガンマ線透過写真撮影作業主

任者の免許試験合格者につき、一定の試験

科目を免除すること）、第 52 条の 4 の 4
（エックス線作業主任者の免許試験合格者

につき、第 52 条の 4 の 3 所定のガンマ線

透過写真撮影作業主任者の学科試験科目

（第 1 号：撮影作業、第 2 号：照射装置、

第 3 号生体影響、第 4 号：関係法令）のう

ちの一部（生体影響）を免除すること） 
 
3 第 5 項（免許試験に関する必要事

項につき省令で定める旨の規定）関

係 
安衛則第 70 条（免許試験の区分に関す

る第 69 条で列挙された 18 種類の免許試験

のうち、第 1 種衛生管理者、第 2 種衛生管

理者、ガス溶接作業主任者、林業架線作業

主任者、発破技師、揚貨装置運転士の免許

試験の受験資格、試験科目、科目免除の対

象者と対象科目につき、別表第 5 で定める

ことを規定）・別表第 5（第 70 条を受け

た具体的な定め） 
ボイラー則第 101 条（免許試験の受験資

格：特級ボイラー技士の場合、1 級ボイラ

ー技士免許を受けた者、大学や高専でボイ

ラー関係講座等を履修して卒業し、2 年以

上実地修習した者等。1 級ボイラー技士の

場合、2 級ボイラー技士免許を受けた者、

大学、高専、中学高校でボイラー関係講座

等を履修して卒業し、1 年以上実地修習し

た者等）、第 102 条（免許試験の学科試験

科目（第 1 号：ボイラーの構造、第 2 号、

ボイラーの取扱い、第 3 号：燃料及び燃焼、

第 4 号：関係法令））、第 102 条の 2（特

級ボイラー技士免許試験につき、第 102 条

所定の試験科目の一部で合格点を得た者に

つき、当該科目を免除できること）、第

103 条（特別、1 級、2 級ボイラー技士免

許試験の実施に関する細目の決定の厚生労

働大臣への委任）、 
第 109 条（特別ボイラー溶接士免許試験

の受験資格：普通ボイラー溶接士免許取得

後 1 年以上の実務経験、普通ボイラー溶接

士免許試験の受験資格：1 年以上の実務経

験）、第 110 条（特別ボイラー溶接士及び

普通ボイラー溶接士免許試験の試験方法

（学科試験合格者のみに実技試験を行うこ

と等）、学科試験科目（第 1 号：構造、材

料、第 2 号：工作・修繕方法、第 3 号：溶

接施工方法の概要、第 4 号：溶接棒と溶接
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部の性質、第 5 号：溶接部の検査方法の概

要等）等）、第 112 条（特別、普通ボイラ

ー溶接士免許試験の実施に関する細目の決

定の厚生労働大臣への委任）、 
第 116 条（ボイラー整備士免許試験の試

験方法（学科試験）、学科試験科目（第 1
号：ボイラー及び第 1 種圧力容器、第 2
号：同じくその整備作業、第 3 号：同じく

その整備作業に使う器材、薬品等、第 4
号：関係法令））、第 118 条（ボイラー整

備士免許試験の実施に関する細目の決定の

厚生労働大臣への委任） 
クレーン則第 226 条（クレーン・デリッ

ク運転士免許試験の方法（学科試験と実技

試験）と試験科目（学科試験について、第

1 号：クレーンとデリック、第 2 号：原動

機と電気、第 3 号：力学、第 4 号：関係法

令。実技試験について、第 1 号：運転、第

2 号：運転のための合図））、第 228 条

（クレーン・デリック運転士免許試験の実

施に関する細目の決定の厚生労働大臣への

委任）、第 232 条（移動式クレーン運転士

免許試験の方法（学科試験と実技試験）と

試験科目（学科試験について、第 1 号：移

動式クレーン、第 2 号：原動機と電気、第

3 号：力学、第 4 号：関係法令。実技試験

について、第 1 号：運転、第 2 号：運転の

ための合図）、第 234 条（移動式クレーン

運転士免許試験の実施に関する細目の決定

の厚生労働大臣への委任） 
高圧則第 50 条（高圧室内作業主任者免

許試験の試験方法（学科試験）、学科試験

科目（第 1 号：圧気工法、第 2 号：送気及

び排気、第 3 号：高気圧障害、第 4 号：関

係法令））、第 51 条（高圧室内作業主任

者免許試験の実施に関する細目の決定の厚

生労働大臣への委任）、 
第 54 条（潜水士免許試験の試験方法

（学科試験）、学科試験科目（第 1 号：潜

水業務、第 2 号：送気、潜降及び浮上、第

3 号：高気圧障害、第 4 号：関係法令））、

第 55 条（潜水士免許試験の実施に関する

細目の決定の厚生労働大臣への委任） 
電離則第 50 条（エックス線作業主任者

免許試験の試験方法（学科試験）、学科試

験科目（第 1 号：管理、第 2 号：測定、第

3 号：生体影響、第 4 号：関係法令））、

第 52 条（エックス線作業主任者免許試験

の実施に関する細目の決定の厚生労働大臣

への委任） 
第 52 条の 4 の 2（ガンマ線透過写真撮

影作業主任者免許の欠格事由：満 18 歳未

満）、第 52 の 4 の 3（ガンマ線透過写真

撮影作業主任者免許試験の試験方法（学科

試験）、学科試験科目（第 1 号：撮影作業、

第 2 号：照射装置、第 3 号：生体影響、第

4 号：関係法令））、第 52 の 4 の 5（ガン

マ線透過写真撮影作業主任者免許試験の実

施に関する細目の決定の厚生労働大臣への

委任） 
 

4 免許試験の手数料関係 
法 112 条第 1 項第 11 号（免許試験を受

けようとする者は、国等に手数料を支払う

べきこと）、安衛法関係手数料令第 6 条第

1 号～第 4 号（法第 112 条第 1 項第 11 号

に基づき支払うべき手数料の額） 
 

5 受験手続関係 
安衛則第 71 条（免許試験の申請手続は

所定の免許試験受験申請書によるべきこ

と）・第 72 条（法第 69 条所定の免許試験
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のうち所定の 6 種の実施に関する細目の決

定の厚生労働大臣への委任） 
 
6 教習関係 
安衛則第 74 条（揚貨装置運転実技教習

の科目（第 1 号：基本運転、第 2 号：応用

運転、第 3 号：合図の基本作業））、第

75 条（教習受講の申請手続は所定の申請

書によるべきこと）、第 77 条（揚貨装置

運転実技教習の実施に関する細目の決定の

厚生労働大臣への委任）、クレーン則第

240 条（クレーン運転実技教習の科目（第

1 号：基本運転、第 2 号：応用運転、第 3
号：合図の基本作業））、第 243 条（クレ

ーン運転実技教習及び移動式クレーン運転

実技教習の実施に関する細目の決定の厚生

労働大臣への委任）、揚貨装置運天実技教

習・クレーン運転実技教習及び移動式クレ

ーン運転実技教習規程 
 
2．6 第 75 条の 2 
2．6．1 条文 
（指定試験機関の指定） 

第七十五条の二 厚生労働大臣は、厚生労

働省令で定めるところにより、厚生労働大

臣の指定する者（以下「指定試験機関」と

いう。）に前条第一項の規定により都道府

県労働局長が行う免許試験の実施に関する

事務（以下「試験事務」という。）の全部

又は一部を行わせることができる。 
２ 前項の規定による指定（以下第七十五

条の十二までにおいて「指定」という。）

は、試験事務を行おうとする者の申請によ

り行う。 
３ 都道府県労働局長は、第一項の規定に

より指定試験機関が試験事務の全部又は一

部を行うこととされたときは、当該試験事

務の全部又は一部を行わないものとする。 
 

2．6．2 趣旨・内容 
2．6．2．1 趣旨 
本条は、都道府県労働局長が行う試験事

務の全部又は一部を、試験事務を行おうと

する者の申請により、指定試験機関に指定

して行わせることができる旨を規定してい

る。 

免許試験は 18 種類で行われており、こ

れらの免許試験の業務は膨大であるため、

都道府県労働局の他の業務に支障を生じさ

せ、他方、試験場の確保が困難なことから

試験の実施回数が制限されるなど受験者に

多くの不便をかける問題が生じていた。 

そこで、昭和 52 年の法改正で、指定試

験機関を指定し、常時試験を実施し得る体

制を整備することによって、受験者の不便

の解消と行政事務の効率化を図ることとし

たものである。 

 
2．6．2．2 内容 
〔指定試験機関〕 
労働安全衛生法に基づく免許試験に関す

る業務は膨大であるため、1977（昭和

52）年の法改正により、都道府県労働局長

の行う免許試験を厚生労働大臣が指定する

指定試験機関（全国で一つに限る）に行わ

せることができる制度を設け、常時試験を

実施できる体制を整備し、受験者の利便性

の向上と行政事務の効率化（都道府県労働

局の負担の軽減）を目指した 60。 
今日、指定試験機関として公益財団法人

安全衛生技術試験協会が指定されており、

都道府県労働局長が行う試験事務を実施し

ている 61。 
同協会は、昭和 52 年の法改正で、安衛

法第 75 条の 2 以降が追加され、昭和 53 年
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4 月 1 日、（財）作業環境測定士試験協会

が改組・名称変更されて、労働安全衛生法

免許試験指定試験機関の指定を受けた。昭

和 53 年 10 月に開所した近畿安全衛生技術

センターで免許試験を開始し、その後、次

のとおり各地の安全衛生技術センターを開

所し、試験事務を開始した。 

 北海道安全衛生技術センター（北海道恵

庭市、昭和 62年 11月開所） 

 東北安全衛生技術センター（宮城県岩沼

市、昭和 61 年 12月開所） 

 関東安全衛生技術センター（千葉県市原

市、昭和 54 年 4月開所） 

 中部安全衛生技術センター（愛知県東海

市、昭和 59 年 11月） 

 近畿安全衛生技術センター（兵庫県加古

川市、昭和 53年 11月） 

 中国四国安全衛生技術センター（広島県

福山市、昭和 61 年 3月） 

 九州安全衛生技術センター（福岡県久留

米市、昭和 54年 4月開所） 

これらのセンターは、受験者の利便を考

慮し、都道府県単位に出張試験も実施して

いる。 

なお、同協会は、昭和 51 年 4 月、作業

環境測定士試験指定試験機関の指定を受け

測定士試験を実施するとともに、平成 12

年 4 月、労働安全コンサルタント及び労働

衛生コンサルタント試験指定試験機関の指

定を受け、これらの試験も実施している。 

参考 1 に「表 1 労働安全衛生法に基づ

く免許試験実施状況（令和 2 年度）（公

財）安全衛生技術試験協会」を示した。 

令和 2 年度における安衛法関係免許試験

受験者 120,577 人のうち過半数の 65,377

人が衛生管理者試験に挑戦した。業種に関

わらず常時 50 人以上の従業員が従事する

事業場では、衛生管理者を１人以上置くこ

とが義務付けられていることからこれを満

たすため、また、総務・労務などのスペシ

ャリストとして昇進・昇給、キャリアアッ

プを目指す人の人気の資格となっている。 
〔試験事務の範囲〕 
 厚生労働大臣は、指定試験機関に試験事

務を行わせようとするときは、指定試験機

関に行わせる試験事務の範囲を定めるもの

とされている（登録省令第 19 条の 25）。 
 指定試験機関に行わせる試験事務の範囲

とは、労働安全衛生規則第 69 条で定めら

れた免許試験の区分について、試験日時及

び試験場の公示、受験申請書の受理、試験

問題の作成、試験の実施、合否の決定及び

合否の通知の事務である 62。 
〔指定の申請〕 
 指定試験機関としての指定を受けようと

する者は、①～③の事項を記載した申請書

を厚生労働大臣に提出しなければならない

（登録省令第 19 条の 26 第 1 項）。 
①名称及び住所 
②試験事務を行おうとする事務所の名称及

び所在地 
③試験事務を開始しようとする年月日 
〔申請書に添える書面〕 
 また、申請書には、①～④に掲げる書面

を添えなければならない（登録省令第 19
条の 26 第 2 項）。 
①定数及び登記事項証明書 
②申請の日を含む事業年度の全事業年度に

おける財産目録及び賃貸借対照表 
③申請の日を含む事業年度及び事業年度に

おける事業計画書及び収支予算書 
④役員の氏名及び略歴を記載した書面 
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2．6．2．3 関連規定 
登録省令第 3 章の 4（厚労大臣は指定試

験機関に行わせる試験事務の範囲を定める

べきこと、指定を受けようとする者は、所

定事項を記載した申請書を提出すべきこと、

指定機関が住所や事務所名称等を変更ない

し新設・廃止しようとする場合には届出書

を提出すべきこと、同じく役員の選任／解

任の認可を受けようとする場合には所定の

申請書を提出すべきこと、免許試験員の要

件、免許試験員の選任／解任につき理由を

添えて届け出るべきこと、作成した試験事

務規程の認可は、それを添えて書面により

申請すべきこと、試験事務規程の必要記載

事項、試験事務規程の変更の認可は、理由

等を記載した書面により申請すべきこと、

指定試験機関は、免許試験実施後、遅滞な

く、受験申請者数、合格者数等を含む結果

報告を行うべきこと、指定試験機関は、合

格者氏名等の情報を記載した帳簿を作成し、

保存すべきこと、指定試験機関が休廃止の

許可を受けようとする場合、所要の事項

（休廃止の年月日、休止の場合の期間、休

廃止の理由等）を記した申請書を提出すべ

きこと、指定試験機関は、指定を取り消さ

れた場合、試験事務につき許可を受けて休

廃止する場合には、都道府県労働局長に所

定の事務や書類等を引き継ぐべきこと、行

政が試験機関の指定、休廃止の許可等、こ

の章に定める行政処分を行った場合には官

報で告示すべきこと） 
法第 112 条第 1 項（資格試験の受験者、

登録更新者等による政令所定の手数料の納

付義務） 
手数料令第 1 条第 1 項（法第 112 条第 1

項から定めを委任された手数料の金額） 
 
2．7 第 75 条の 3・第 75 条の 4・
第 75 条の 5 
2．7．1 条文 
（指定の基準） 
第七十五条の三 厚生労働大臣は、他に指

定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の

申請が次の各号に適合していると認めると

きでなければ、指定をしてはならない。 
一 職員、設備、試験事務の実施の方法そ

の他の事項についての試験事務の実施に関

する計画が、試験事務の適正かつ確実な実

施に適合したものであること。 
二 経理的及び技術的な基礎が、前号の試

験事務の実施に関する計画の適正かつ確実

な実施に足るものであること。 
２ 厚生労働大臣は、前条第二項の申請が

次の各号のいずれかに該当するときは、指

定をしてはならない。 
一 申請者が、一般社団法人又は一般財団

法人以外の者であること。 
二 申請者が行う試験事務以外の業務によ

り申請者が試験事務を公正に実施すること

ができないおそれがあること。 
三 申請者がこの法律又はこれに基づく命

令の規定に違反して、刑に処せられ、その

執行を終わり、又は執行を受けることがな

くなつた日から起算して二年を経過しない

者であること。 
四 申請者が第七十五条の十一第一項の規

定により指定を取り消され、その取消しの

日から起算して二年を経過しない者である

こと。 
五 申請者の役員のうちに、第三号に該当

する者があること。 
六 申請者の役員のうちに、次条第二項の

規定による命令により解任され、その解任

の日から起算して二年を経過しない者があ

ること。 
 
（役員の選任及び解任） 
第七十五条の四 試験事務に従事する指定

試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労

働大臣の認可を受けなければ、その効力を

生じない。 
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２ 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員

が、この法律（これに基づく命令又は処分

を含む。）若しくは第七十五条の六第一項

に規定する試験事務規程に違反する行為を

したとき、又は試験事務に関し著しく不適

当な行為をしたときは、指定試験機関に対

し、当該役員を解任すべきことを命ずるこ

とができる。 
 
（免許試験員） 
第七十五条の五 指定試験機関は、試験事

務を行う場合において、免許を受ける者と

して必要な知識及び能力を有するかどうか

の判定に関する事務については、免許試験

員に行わせなければならない。 
２ 指定試験機関は、免許試験員を選任し

ようとするときは、厚生労働省令で定める

要件を備える者のうちから選任しなければ

ならない。 
３ 指定試験機関は、免許試験員を選任し

たときは、厚生労働省令で定めるところに

より、厚生労働大臣にその旨を届け出なけ

ればならない。免許試験員に変更があつた

ときも、同様とする。 
４ 厚生労働大臣は、免許試験員が、この

法律（これに基づく命令又は処分を含

む。）若しくは次条第一項に規定する試験

事務規程に違反する行為をしたとき、又は

試験事務に関し著しく不適当な行為をした

ときは、指定試験機関に対し、当該免許試

験員の解任を命ずることができる。 
 
2．7．2 趣旨・内容 
2．7．2．1 趣旨 
 第 75 条の 3 は、指定試験機関の基準

（試験事務を実施する能力）を規定する。

また、第 75 条の 4 は指定試験機関の役員

の選任と解任について、第 75 条の 5 は免

許試験員について所要の事項を定めている。 
 
2．7．2．2 内容 
〔指定の基準〕 
 国に代わり試験事務を行う指定試験機関

には、社会的信頼性や技術的な基盤などを

備えるだけでなく、試験の実施に際しては

高度な公正・中立性・斉一性を保つことが

求められる 63。第 75 条の 3 は、このよう

な観点に基づいて指定試験機関の指定基準

を定めている（現在、指定試験機関として

公益財団法人安全衛生技術試験協会が指定

されている）64。具体的には、指定試験機

関は、職員、設備、試験事務の実施の方法、

加えて経理的及び技術的な基礎が、試験事

務の実施に関する計画の適正かつ確実な実

施に足るものであること等を規定している。

これらが、安定的に公共的な業務を遂行し

ていく上での要素と考えられたということ

である。 
〔役員の選任及び解任〕 
 第 75 条の 4 は、指定試験機関の役員の

選任・解任に関しては、厚生労働大臣の許

可を受けなければ効力を生じないこととし、

指定試験機関の役員としての適格性を確認

すること定めている 65。また、厚生労働大

臣は、指定試験機関の役員に不正な行為が

あった場合には、指定試験機関に対しその

役員の解任を命ずることができる。 
 指定試験機関は、役員の選任及び解任に

ついて、厚生労働大臣の認可を受けようと

するときは、次の①～②の事項を記載した

申請書を厚生労働大臣に提出しなければな

らない（登録省令第 19 条の 28）。 
①選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴 
②選任又は解任の理由 
〔免許試験員〕 
 第 75 条の 5 では、免許試験を受験する

者の知識・能力の判定に関する事務（試験

の合否に関する事務）に関し、試験の適正

な水準を確保するために一定の要件を備え

た免許試験員に行わせなければならないこ
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とを定めている。免許試験員に求められる

要件は、免許試験の種類に応じて厚生労働

省令が規定している（登録省令第 19 条の

29 及び別表）（参考 5・表 3 参照）。 
 指定試験機関は、免許試験員を選任又は

変更した場合は、厚生労働大臣にその旨を

届け出なければならない。また、厚生労働

大臣は、免許試験員が不正な行為を行った

場合、指定試験機関に対しその免許試験員

の解任を命ずることができる。 
 
2．7．2．3 関連規定 
登録省令第 19 条の 26 から 30（試験機

関の指定を受けようとする者は、所定事項

を記載した申請書を提出すべきこと、指定

機関が住所や事務所名称等を変更ないし新

設・廃止しようとする場合には届出書を提

出すべきこと、同じく役員の選任／解任の

認可を受けようとする場合には所定の申請

書を提出すべきこと、免許試験員の要件の

定め、免許試験員の選任／解任につき、理

由を添えて届け出るべきこと） 
 
2．8 第 75 条の 6 
2．8．1 条文 
（試験事務規程） 
第七十五条の六 指定試験機関は、試験事

務の開始前に、試験事務の実施に関する規

程（以下この条及び第七十五条の十一第二

項第四号において「試験事務規程」とい

う。）を定め、厚生労働大臣の認可を受け

なければならない。これを変更しようとす

るときも、同様とする。 
２ 試験事務規程で定めるべき事項は、厚

生労働省令で定める。 
３ 厚生労働大臣は、第一項の認可をした

試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な

実施上不適当となつたと認めるときは、指

定試験機関に対し、これを変更すべきこと

を命ずることができる。 

 
2．8．2 趣旨・内容 
2．8．2．1 趣旨 
 第 75 条の 6 は、指定試験機関の試験事

務規程について定めている。 
 
2．8．2．2 内容 
試験事務は公正・的確に実施される必要

があるため、指定試験機関は試験事務規程

を定め、試験事務規程を制定又は変更する

場合には厚生労働大臣の認可を受ける必要

がある 66。また、適正かつ確実な試験事務

を実施するために試験事務規程が不適当と

なった場合には、厚生労働大臣はその変更

を命ずることができる 67。 
試験事務規程で定めるべき事項（絶対的

必要記載事項）としては、次の①～⑥が挙

げられる（登録省令第 19 条の 32）。 
①免許試験の実施の方法に関する事項 
②手数料の収納の方法に関する事項 
③合格の通知に関する事項 
④試験事務に関して知り得た秘密の保持に

間する事項 
⑤試験事務に関する帳簿及び書類の保管に

関する事項 
⑥その他試験事務の実施に関し必要な事項 
 
2．8．2．3 関連規定 
登録省令第 19 条の 31～第 19 条の 33（作

成した試験事務規程の認可は、それを添え

て書面により申請すべきこと、試験事務規

程の必要記載事項、試験事務規程の変更の

認可は、理由等を記載した書面により申請

すべきこと） 
手数料令第 7 条（手数料の納付は、国に

納付するものは、申請書等に相当額の収入
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印紙を貼り、指定試験機関等に納付するも

のは、法定の登録事務の実施に関する規程

の定めにより納付すべきこと） 
 
2．9 第 75 条の 7 
2．9．1 条文 
（事業計画の認可等） 
第七十五条の七 指定試験機関は、毎事業

年度、事業計画及び収支予算を作成し、当

該事業年度の開始前に（指定を受けた日の

属する事業年度にあつては、その指定を受

けた後遅滞なく）、厚生労働大臣の認可を

受けなければならない。これを変更しよう

とするときも、同様とする。 
２ 指定試験機関は、毎事業年度の経過後

三月以内に、その事業年度の事業報告書及

び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提

出しなければならない。 
 
2．9．2 趣旨・内容 
2．9．2．1 趣旨 
 第 75 条の 7 は、指定試験機関が作成す

る事業計画の認可などに関する規定である。 
 
2．9．2．2 内容 
本条は、指定試験機関における適正な業

務運営を確保するため、指定試験機関には

事業年度ごとに事業計画及び収支予算の作

成及び厚生労働大臣の認可を受けることを

義務付けているほか、指定試験機関が認可

を受けた事業計画及び収支予算を作成・変

更する際にも厚生労働大臣の認可を受ける

ことを求めている。 
 また、指定試験機関に、事業年度終了後

に事業報告書、収支決算書を作成し、厚生

労働大臣に提出するよう求めている。 
安衛則、登録省令に、事業計画、事業報

告のための提出書類の内容について具体的

な規定はないが、公益社団法人および公益

財団法人の認定等に関する法律（認定法）

に、以下のような定めがある。すなわち、

「公益法人は、毎事業年度の開始の日の前

日までに、当該年度の事業計画書、収支予

算書及び資金調達及び設備投資の見込みを

記載した書類（事業計画書等）を作成し、

当該事業年度の末日までの間、事業計画書

等を事務所に備え付けなければならない」

（認定法第 21条第 1項）、と。 

また、公益社団法人や公益財団法人も殆

どの定めの適用を受ける一般社団法人およ

び一般財団法人に関する法律（法人法）に

は 1、計算書類等（貸借対照表及び損益計

算書、事業報告並びにこれらの付属明細書

（監査報告又は会計監査報告を含む））の

ほか、毎事業年度経過後 3 カ月以内に、財

産目録、役員名簿、役員等の報酬等の支給

基準を記載した書類、キャッシュ・フロー

計算書、運営組織及び事業活動の状況及び

これらに関する数値のうち重要なものを記

載した書類を作成し、これらの書類を 5 年

間事務所に備え付けておく必要がある旨定

められている（認定法第 21条第 2項）。 

よって、指定試験機関であり、公益財団

法人である安全衛生技術試験協会が作成す

る事業計画は、認定法に準じたものでなけ

ればならず、事業報告は、法人法に準じた

ものでなければならない。指定試験機関で

ある以上、試験の種類別の実施日、実施場

所が事業計画の中心であることはいうまで

 
1 もとより、法第 75条の 3第 2項第 1号

は、一般社団法人または一般財団法人であ

ることを指定試験機関の要件としている。

公益社団法人または公益財団法人は、公益

目的事業を行うものとして行政庁から認可

を受けたものである（認定法第 2条、第 4

条）。 
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もない。 

 
2．10 第 75 条の 8 
2．10．1 条文 
第七十五条の八 指定試験機関の役員若し

くは職員（免許試験員を含む。）又はこれ

らの職にあつた者は、試験事務に関して知

り得た秘密を漏らしてはならない。 
２ 試験事務に従事する指定試験機関の役

員及び職員（免許試験員を含む。）は、刑

法（明治四十年法律第四十五号）その他の

罰則の適用については、法令により公務に

従事する職員とみなす。 
 
2．10．2 趣旨・内容 
2．10．2．1 趣旨 

第 75 条の 8 は、指定試験機関の役職員

等の守秘義務について規定している。 
 
2．10．2．2 内容 
指定試験機関の役職員等（元役職員を含

む）は、試験事務の実施に関し秘密を知り

得る立場にあるので、本条第 1 項では、試

験事務の実施に関し知り得た秘密を漏らし

てはならないこととされ、守秘義務が課せ

られている 68。 
 また、試験事務の公正な遂行を図るため、

刑法その他の罰則の適用に関しては、法令

により指定試験機関の役職員につき、ある

場合には、必要な保護を加え、ある場合に

は特定の義務を科す必要があるので、公務

に従事する職員とみなし、必要な保護や特

定の義務を課している 69。 
 先ず、第 75 条の 8 第 1 項の規定に違反

して指定試験機関の役職員等（元役職員を

含む）が知り得た秘密を漏らした場合には、

安衛法により、1 年以下の懲役又は 100 万

円以下の罰金に処せられる（法第 117 条）。 

また、第 2 項により指定試験機関の役職

員はみなし公務員とされ、国家公務員法に

基づく秘密を守る義務が適用される。よっ

て、「職員は、職務上知ることのできた秘

密を漏らしてはならない。その職を退いた

後といえども同様とする。」とする国家公

務員法第 100 条が適用され、これに違反し

た場合、同法第 109 条により、1 年以下の

懲役又は 50 万円以下の罰金に処せられる。 
 
2．10．2．3 関連規定 
法第 117 条（指定試験機関の役員や免許

試験員を含む職員及びその退職者の守秘義

務を定めた第 75 条の 8 第 1 項（第 83 条

の 3（指定コンサルタント試験機関及びコ

ンサルタント試験事務におけるコンサルタ

ント試験員への準用）及び第 85 条の 3
（指定登録機関によるコンサルタントの登

録事務における職員への準用）で準用する

場合も含む）違反：1 年以下の懲役又は

100 万円以下の罰金）、第 122 条（第 117
条等に関する両罰規定） 
 
2．11 第 75 条の 9・第 75 条の

10・第 75 条の 11・第 75 条の 12 
2．11．1 条文 
（監督命令） 
第七十五条の九 厚生労働大臣は、この法

律を施行するため必要があると認めるとき

は、指定試験機関に対し、試験事務に関し

監督上必要な命令をすることができる。 
 
（試験事務の休廃止） 
第七十五条の十 指定試験機関は、厚生労

働大臣の許可を受けなければ、試験事務の

全部又は一部を休止し、又は廃止してはな

らない。 
 
（指定の取消し等） 
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第七十五条の十一 厚生労働大臣は、指定

試験機関が第七十五条の三第二項第三号又

は第五号（＊申請者又は申請者の役員が本

法違反の犯罪を犯し、刑の執行から 2 年経

過していない場合の欠格）に該当するに至

つたときは、その指定を取り消さなければ

ならない。 
２ 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の

各号のいずれかに該当するに至つたとき

は、その指定を取り消し、又は期間を定め

て試験事務の全部若しくは一部の停止を命

ずることができる。 
一 第七十五条の三第二項第六号（＊申請

者の役員による本法違反または試験事務規

程違反等の不正行為があって解任されてか

ら 2 年を経過しない場合の欠格）に該当す

るとき。 
二 第七十五条の四第二項（＊指定試験機

関の役員による本法違反または試験事務規

程違反等の不正行為があった場合の大臣に

よる解任命令）、第七十五条の五第四項

（＊指定試験機関の免許試験員による本法

違反または試験事務規程違反等の不正行為

があった場合の大臣による解任命令）、第

七十五条の六第三項（＊試験事務規程が不

適当となった場合の大臣による変更命令）

又は第七十五条の九（＊大臣による試験事

務に関する監督上の命令）の規定による命

令に違反したとき。 
三 第七十五条の五第一項から第三項まで

（＊判定事務に際しての免許試験員の選

任、選任に際しての省令所定要件の遵守、

選任・変更時の大臣への届出）、第七十五

条の七（＊事業計画と収支予算の作成と大

臣の認可等）又は前条の規定（＊試験事務

の休廃止に際しての大臣の許可）に違反し

たとき。 
四 第七十五条の六第一項（＊試験事務規

程の策定と大臣の認可等）の規定により認

可を受けた試験事務規程によらないで試験

事務を行つたとき。 
五 第百十条第一項（＊許可、免許等につ

いての条件の設定）の条件に違反したと

き。 
 
（都道府県労働局長による免許試験の実

施） 
第七十五条の十二 都道府県労働局長は、

指定試験機関が第七十五条の十の規定によ

る厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の

全部若しくは一部を休止したとき、前条第

二項の規定により厚生労働大臣が指定試験

機関に対し試験事務の全部若しくは一部の

停止を命じたとき、又は指定試験機関が天

災その他の事由により試験事務の全部若し

くは一部を実施することが困難となつた場

合において必要があると認めるときは、当

該試験事務の全部若しくは一部を自ら行う

ものとする。 
２ 都道府県労働局長が前項の規定により

試験事務を自ら行う場合、指定試験機関が

第七十五条の十の規定による厚生労働大臣

の許可を受けて試験事務の全部若しくは一

部を廃止する場合、又は前条の規定により

厚生労働大臣が指定試験機関の指定を取り

消した場合における試験事務の引継ぎその

他の必要な事項については、厚生労働省令

で定める。 
 
2．11．2 趣旨・内容 
2．11．2．1 趣旨 
 第 75 条の 9 は指定試験機関に対する監

督命令について、第 75 条の 10 は試験事務

の休廃止について、第 75 条の 11 は指定試

験機関の指定の取消し等について、第 75
条の 12 は指定試験機関が実施する試験事

務の休止等の場合における都道府県労働局

長による免許試験の実施等をそれぞれ規定

している。 
 
2．11．2．2 内容 
〔監督命令〕 
指定試験機関は、法第 75 条の 5 に基づ

く免許試験員を配置し、法第 75 条の 6 に

基づく事務規程を作成してこれに基づき試

験事務を実施する。また、試験の実施結果

等については、登録省令第 19 条の 34、第

19 条の 35 に基づき、結果報告、帳簿の作

成保存が義務付けられている。 
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第 75 条の 9 は、試験事務の適正かつ公

正な実施を図るため、指定試験機関に対し

て厚生労働大臣がいつでも監督上必要な命

令をすることができることを規定している

70。これにより、試験を実施する事務所を

管轄する都道府県労働局長は、試験が適正

に行われているか監督し、必要な命令をす

ることができる。 
〔試験事務の休廃止〕 
 第 75 条の 10 は、指定試験機関が試験事

務を休廃止しようとする場合には、厚生労

働大臣の許可を受けなければならないこと

を定めている。 
 免許試験は一定の業務などに就くための

資格を付与するために行われる、労働安全

衛生法の施行上重要な制度であり、免許試

験制度の適正な運用を図るため、指定試験

機関が試験事務を休廃止する場合には、厚

生労働大臣の許可を受けなければならない

こととしている 71。 
 指定試験機関が休廃止の許可を受けよう

とする場合には、次の①～④の事項を記載

した申請書を厚生労働大臣に提出しなけれ

ばならない（登録省令第 19 条の 36）。 
①休止し、又は廃止しようとする試験事

務の範囲 
②試験事務の全部又は一部を休止し、又

は廃止しようとする年月日 
③試験事務の全部又は一部を休止しよう

とする場合にあっては、その期間 
④試験事務の全部又は一部を休止し、又

は廃止しようとする理由 
 また、指定試験機関の役職員が、第 75
条の 10 の規定に違反し、厚生労働大臣の

許可を受けないで試験事務の業務の全部を

廃止した場合には、50 万円以下の罰金に

処せられる（法第 121 条第 2 号）72。 
〔指定の取消し等〕 
 第 75 条の 11 では、指定試験機関の指定

の取消しに関し、必要的取消し事由と任意

的取消し事由を定め、併せて試験事務の全

部又は一部の停止命令を規定している 73。 
 指定試験機関としての指定を受けた後、

指定試験機関又はその役員が安衛法令の規

定に違反して刑に処せられた場合、その執

行を終わり又は執行を受けることがなくな

った日から 2 年を経過しない場合、厚生労

働大臣は、指定試験機関としての指定を取

り消さなければならない。このような場合

には、もはや指定試験機関としての公正な

運営が期待できないので、必ず指定を取り

消すこととしたものである。 
 また、次の①～⑤の場合には、厚生労働

大臣はその裁量により、指定試験機関とし

ての指定を取消し、又は期間を定めて試験

事務の全部又は一部の停止を命ずることが

できる 74。 
①申請者の役員の中に解任命令により解

任され、その日から二年を経過しない者が

いる場合 
②役員の解任命令、免許試験員の解任命

令、試験事務規程の変更命令又は監督命令

に違反した場合 
③免許試験員に関する規定（判定事務に

際しての免許試験員の選任、選任に際して

の省令所定要件の遵守、選任・変更時の大

臣への届出）、事業計画及び収支予算の大

臣による認可等の規定又は試験事務の休廃

止に際して大臣の許可を要する旨の規定に

違反した場合 
④認可を受けた試験事務規程によらない

で試験事務を行った場合 
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⑤指定や許可に厚生労働大臣による付さ

れた条件がある場合でその条件に違反した

場合 
 なお、指定試験機関の役職員が、第 75
条の 11 第 2 項に規定する業務の停止の命

令（＊所定事項を充たした場合の裁量によ

る指定取り消し又は業務停止命令）に違反

した場合には、1 年以下の懲役又は 100 万

円以下の罰金に処せられる（法第 118 条）

75。 
〔都道府県労働局長による免許試験

の実施〕 
 第 75 条の 12 は、都道府県労働局長が自

ら試験事務を実施する場合を規定している。 
 都道府県労働局長は、次の①～③の場合

には、試験事務の全部又は一部を行わなけ

ればならない 76。 
①指定試験機関が厚生労働大臣の許可を

受けて試験事務の全部又は一部を休止した

場合 
②厚生労働大臣が指定試験機関に対し試

験事務の全部又は一部の停止を命じた場合 
③指定試験機関が天災等により試験事務

の全部又は一部を実施することが困難な場

合で、必要があると認める場合 
 また、都道府県労働局長が試験事務を引

き継ぐ場合、指定試験機関は次の①～②の

事項を行わなければならない（登録省令第

19 条の 37）。 
①試験事務を行った事務所ごとに、事務

所の所在地を管轄する都道府県労働局長に

試験事務並びに試験事務に関する帳簿及び

書類を引き継ぐこと 
②その他試験事務を行った事務所の所在

地を管轄する都道府県労働局長が必要と認

める事項 

 
2．11．2．3 関連規定 
＜第 75 条の 10 関係（試験事務の休廃止の

許可制）＞ 
登録省令第 19 条の 36（指定試験機関が

休廃止の許可を受けようとする場合、所要

の事項（休廃止の年月日、休止の場合の期

間、休廃止の理由等）を記した申請書を提

出すべきこと、）、第 19 条の 38（行政が

試験機関の指定、休廃止の許可等、第 3 章

の 4 に定める行政処分を行った場合には官

報で告示すべきこと） 
 
＜第 75 条の 11 関係（必要的指定取り消し

及び裁量的指定取り消し）＞ 
 登録省令第 19 条の 38（行政が試験機関

の指定、休廃止の許可等、第 3 章の 4 に定

める行政処分を行った場合には官報で告示

すべきこと） 
 
＜第 75 条の 12 関係（都道府県労働局長に

よる試験実施）＞ 
登録省令第 19 条の 37（指定試験機関は、

指定を取り消された場合、試験事務につき

許可を受けて休廃止する場合には、都道府

県労働局長に所定の事務や書類等を引き継

ぐべきこと） 
登録省令第 19 条の 38（行政が試験機関

の指定、休廃止の許可等、第 3 章の 4 に定

める行政処分を行った場合には官報で告示

すべきこと） 
 
2．12 第 76 条 
2．12．1 条文 
（技能講習） 
第七十六条 第十四条又は第六十一条第一
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項の技能講習（以下「技能講習」とい

う。）は、別表第十八に掲げる区分ごと

に、学科講習又は実技講習によつて行う。 
２ 技能講習を行なつた者は、当該技能講

習を修了した者に対し、厚生労働省令で定

めるところにより、技能講習修了証を交付

しなければならない。 
３ 技能講習の受講資格及び受講手続その

他技能講習の実施について必要な事項は、

厚生労働省令で定める。 
 
2．12．1 趣旨・内容 
2．12．2．1 趣旨 
 第 76 条は、都道府県労働局長又はその

指定する者が行う作業主任者及び就業制限

業務に係る技能講習の実施方法、修了証の

交付等に関する規定であり 77、第 72 条の

免許と対を為す。 
 
2．12．2．2 内容 
 作業主任者に必要な資格、就業制限業務

に必要な資格に係る技能講習は、法別表第

18 に掲げる 37 種の区分ごとに、学科講

習・実技講習により行われる 78。 
 技能講習の実施に必要な具体的事項に関

する定めは省令に委任され、現段階では、

安衛則・ボイラー則・クレーン則・有機

則・鉛則・四アルキル鉛則・特化則・酸欠

則・石綿則と各規則に基づく技能講習規程

に定められている 79。 
 就業制限業務は、法第 61 条の委任を受

けて施行令第 20 条が 16 種の業務を定め、

安衛則第 41 条関係の別表第 3 が、就業可

能な資格を列挙している。多くは免許者と

技能講習修了者が占め、作業主任者関係で

は、ガス溶接作業主任者免許を受けた者に

限られている。就業制限は、比較的高いリ

スクレベルの業務にかけられており、特別

教育（法第 59 条第 3 項）の修了者の就業

は認められていない。 
 他方、作業主任者については、法第 14
条の委任を受けて施行令第 6 条が選任すべ

き 31 業務を列挙し、このうち、①高圧室

内作業（高圧室内作業主任者免許）、②ア

セチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を

用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の

作業（ガス溶接作業主任者免許）、③機械

集材装置若しくは運材索道の組立て、解体

等の作業（林業架線作業主任者免許）、④

電熱面積が大きいボイラーの取扱作業等

（特級・1 級・2 級ボイラー技士免許）、

⑤放射線業務に係る作業（エックス線作業

主任者免許）、⑥ガンマ線照射装置を用い

て行う透過写真撮影作業（ガンマ線透過写

真撮影作業主任者免許）、の 6 業務には免

許が求められ、その他は技能講習で足りる

（：作業主任者資格を得られる）とされて

いる。逆に言えば、作業主任者になるには、

免許の取得か技能講習の修了のいずれかが

求められる。 
内容の類似する免許や技能講習を既に修

得している場合に講習の一部が免除される

ことがあり、所要日数は 1～4 日程度とさ

まざまである。誰でも受講できるものと、

一定の資格を要するものとがあり、また、

地域の人口や業務需要の多寡により講習の

実施頻度は異なる 2。 
以前は安衛則別表第 6 で規定するものと

個別の規則等で直接規定するものに分かれ

ていたが、公益法人に係る改革を推進する

ための厚生労働省関係法律の整備に関する

 
2 Wikipedia

（https://ja.wikipedia.org/wiki/技能講

習による資格一覧：最終閲覧日 2022 年 5

月 17日）。 
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法律（平成 15 年法律第 102 号）により、

名称は、労働安全衛生法別表第 18、講師

の資格は同別表第 20 で定められることと

なった。講習科目と受講資格については、

なお従前の規則条項が定めているが、別表

第 20 に講習科目のほぼ全部が掲出されて

いる 3。 
 法別表第 18 に基づく技能講習の区分は

以下の通りである（法別表第 18）。 

 

 1 木材加工用機械作業主任者技能講習

（安衛則別表第 6） 

2 プレス機械作業主任者技能講習（安

衛則別表第 6） 

3 乾燥設備作業主任者技能講習（安衛

則別表第 6） 

4 コンクリート破砕器作業主任者技能

講習（安衛則別表第 6） 

5 地山の掘削及び土止め支保工作業主

任者技能講習（安衛則別表第 6） 

6 ずい道等の掘削等作業主任者技能講

習（安衛則別表第 6） 

7 ずい道等の覆工作業主任者技能講習

（安衛則別表第 6） 

8 型枠支保工の組立て等作業主任者技

能講習（安衛則別表第 6） 

9 足場の組立て等作業主任者技能講習

（安衛則別表第 6） 

10 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任

者技能講習（安衛則別表第 6） 

11 鋼橋架設等作業主任者技能講習（安

衛則別表第 6） 

 
3 Wikipedia

（https://ja.wikipedia.org/wiki/技能講

習による資格一覧：最終閲覧日 2022 年 5

月 17日）。 

12 コンクリート造の工作物の解体等作

業主任者技能講習（安衛則別表第 6） 

13 コンクリート橋架設等作業主任者技

能講習（安衛則別表第 6） 

14 採石のための掘削作業主任者技能講

習（安衛則別表第 6） 

15 はい作業主任者技能講習（高さ 2 メ

ートルを超える積み付け、積み崩し（はい

つけ、はい崩し）の作業）（安衛則別表第

6） 

16 船内荷役作業主任者技能講習（安衛

則別表第 6） 

17 木造建築物の組立て等作業主任者技

能講習（安衛則別表第 6） 

18 化学設備関係第一種圧力容器取扱作

業主任者技能講習（ボイラー及び圧力容器

安全規則第 123条第 1項） 

19 普通第一種圧力容器取扱作業主任者

技能講習（ボイラー及び圧力容器安全規則

第 123条第 2項） 

20 特定化学物質及び四アルキル鉛等作

業主任者技能講習（特定化学物質障害予防

規則第 51条） 

21 鉛作業主任者技能講習（鉛中毒予防

規則第 60条） 

22 有機溶剤作業主任者技能講習（有機

溶剤中毒予防規則第 37条） 

23 石綿作業主任者技能講習（石綿障害

予防規則第 48条の 2） 

24 酸素欠乏危険作業主任者技能講習

（酸素欠乏症等防止規則第 26条） 

25 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者

技能講習（酸素欠乏症等防止規則第 27

条） 

26 床上操作式クレーン運転技能講習

（つり上げ荷重 5 トン以上のもので、走行
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横行共に荷と共に移動するもの）（クレー

ン等安全規則第 244条） 

27 小型移動式クレーン運転技能講習

（つり上げ荷重 1 トン以上 5 トン未満のも

の）（クレーン等安全規則第 245 条） 

28 ガス溶接技能講習（安衛則別表第

6） 

29 フォークリフト運転技能講習（最大

荷重 1 トン以上のもの）（安衛則別表第

6） 

30 ショベルローダー等運転技能講習

（最大荷重 1 トン以上のもの）（安衛則別

表第 6） 

31 車両系建設機械（整地・運搬・積込

み用及び掘削用）運転技能講習（機体重量

3トン以上のもの）（安衛則別表第 6） 

32 車両系建設機械（解体用）運転技能

講習（機体重量 3 トン以上のもの）（安衛

則別表第 6） 

33 車両系建設機械（基礎工事用）運転

技能講習（機体重量 3 トン以上のもの）

（安衛則別表第 6） 

34 不整地運搬車運転技能講習（最大積

載量 1 トン以上のもの）（安衛則別表第

6） 

35 高所作業車運転技能講習（作業床の

高さが 10 メートル以上のもの）（安衛則

別表第 6） 

36 玉掛け技能講習（つり上げ荷重等 1

トン以上のクレーン等に係るワイヤーの掛

け外しなどの作業））（クレーン等安全規

則第 246条） 

37 ボイラー取扱技能講習（小規模ボイ

ラー）（ボイラー及び圧力容器安全規則第

122 条） 

 

技能講習は、厚生労働省令で定める区分

に基づき登録教習機関が行うものであり、

区分ごとの受講資格及び講習科目は筆者が

整理した参考 5・表 4 の通りである 80。登

録教習機関は、技能講習修了者に対し、技

能講習修了証（以下「修了証」という。）

を交付しなければならない。 

修了証の交付を受けた者が修了証を滅失

し、又は損傷したときは、修了証の交付を

受けた登録教習機関から修了証の再交付を

受けることができる。また、当該登録教習

機関が技能講習の業務を廃止した場合等は、

厚生労働大臣が指定する技能講習修了証明

書発行事務局に申請を行うことにより、技

能講習修了証明書（以下「修了証明書」と

いう。）の交付を受けることができる。 

修了証、修了証明書ともに法第 61 条第

3 項が当該業務従事時の携帯を求める「資

格を証する書面」に該当する。 

 
2．12．2．3 関連規定 
＜（免許取得者か技能講習修了者から）作

業主任者を選任すべき業務関係＞ 
法第 14 条（事業者は、政令所定の危険有

害業務につき、免許取得者又は所定の技能

講習修了者から、作業区分に応じて作業主

任者を選任して作業指揮等を行わせるべき

こと）、施行令第 6 条（法第 14 条所定の

危険有害業務を 31 種規定）、安衛則第 16
条（法第 14 条所定の作業主任者の選任を

別表第 1 所定の作業区分、資格に即して行

うべきこととその名称、高圧ガス保安法等

一定の法律の適用を受ける第一種圧力容器

の取扱い作業にかかる例外（ボイラー則に

基づき特定第一種圧力容器取扱作業主任者

免許を受けた者からの第一種圧力容器取扱
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作業主任者の選任を可とする）等）、安衛

則別表第 1（施行令第 6 条第 1 号所定の作

業にかかる 32 種の作業主任者について規

定） 
＜（免許取得者か技能講習修了者以外の者

の）就業を制限すべき業務関係＞ 
法第 61 条（事業者は、政令所定の危険業

務について、免許取得者又は登録機関によ

る技能講習修了者以外を就業させてはなら

ないこと、就業者側も資格なくそれらに就

業してはならないこと、免許証等の資格証

明を携帯すべきこと、職業訓練を受ける労

働者の特例）、施行令第 20 条（法第 61 条

第 1 項が定める政令所定の業務として発破

関連業務に始まる 16 種を列挙）、安衛則

第 41 条（法第 61 条第 1 項所定の業務を行

い得る者を、別表第 3 が作業区分に応じて

定める者とすること）、安衛則別表第 3
（安衛則第 41 条を受け、施行令第 20 条各

号所定の危険業務ごとに、就業可能な者を

規定） 
 
＜手数料関係＞ 
法第 112 条第 2 項（技能講習の受講希望者

は政令所定の手数料を国等に納付すべきこ

と）、手数料令第 2 条（第 112 条第 1 項第

2 号所定の手数料額の定め） 
 
＜その他実施上の必要事項＞ 
安衛則関係： 
安衛則第 79 条（技能講習の区分を定めた

法別表第 18 のうち所定の技能講習の受講

資格及び講習科目を別表第 6 に定めるこ

と）、第 80 条（技能講習受講希望者は、

所定の申込書を登録教習機関に提出すべき

こと）、第 81 条（技能講習修了者には修

了証を交付すべきこと）、第 82 条（技能

講習修了証を滅失／損傷した場合、所定の

申込書を提出して再交付を受けるべきこと

等）、第 82 条の 2（都道府県労働局長が

技能講習を自ら行う場合における第 80 条

から第 82 条の読み替え）、第 83 条（技能

講習の実施関連事項に関する決定の厚生労

働大臣への委任）、別表 6（法第 79 条を

受け、木材加工用機械作業主任者技能講習

に始まる 25 種の技能講習を規定） 
 
＊各種技能講習規程（概ね、受講資格（一

定の学科や職業訓練を修め、職業経験を積

んだ者等）、講師（各講習科目に応じた知

識経験を有する者）、講習科目の範囲と時

間、受講の一部免除、修了試験（筆記、口

述等）等を定めている） 
①木材加工用機械作業主任者技能講習規程 
②プレス機械作業主任者技能講習規程 
③乾燥設備作業主任者技能講習規程 
④コンクリート破砕器作業主任者技能講習

規程 
⑤地山の掘削及び土止め支保工作業主任者

技能講習規程 
⑥ずい道等の掘削等作業主任者技能講習規

程 
⑦ずい道等の覆工作業主任者技能講習規程 
⑧採石のための掘削作業主任者技能講習規

程 
⑨はい作業主任者技能講習規程 
⑩船内荷役作業主任者技能講習規程 
⑪型枠支保工の組立て等作業主任者技能講

習規程 
⑫足場の組立て等作業主任者技能講習規程 
⑬鉄骨の組立て等作業主任者技能講習規程 
⑭鋼橋架設等作業主任者技能講習規程 
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⑮木造建築物の組立て等作業主任者技能講

習規程 
⑯コンクリート造の工作物の解体等作業主

任者技能講習規程 
⑰コンクリート橋架設等作業主任者技能講

習規程 
⑱ガス溶接技能講習規程 
⑲フォークリフト運転技能講習規程 
⑳ショベルローダー等運転技能講習規程 
㉑車両系建設機械（整地・運搬・積込み用

及び掘削用）運転技能講習規程 
㉒車両系建設機械（基礎工事用）運転技能

講習規程 
㉓車両系建設機械（解体用）運転技能講習

規程 
㉔不整地運搬車運転技能講習規程 
㉕高所作業車運転技能講習規程 
 
ボイラー則関係： 
ボイラー則第 122 条（技能講習は、5 種

（構造、取扱い、点火及び燃焼、点検及び

異常時の処置、関係法令）の学科で行うこ

と）、第 122 条の 2（化学設備関係第一種

圧力容器取扱作業主任者技能講習の受講資

格：化学設備の取扱作業の 5 年以上経験

者）、第 123 条（化学設備関係第一種圧力

容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一

種圧力容器取扱作業主任者技能講習の講習

科目：構造、取扱い、関係法令は両者共通。

化学設備関係では、危険物及び化学反応が

加わる）、第 124 条（その他詳細に関する

決定の厚生労働大臣への委任） 
①ボイラー取扱技能講習規程 
②化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主

任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱

作業主任者技能講習規程 

 
クレーン則関係： 
クレーン則第 244 条（床上操作式クレーン

運転技能講習の内容：学科及び実技）、第

245 条（小型移動式クレーン運転技能講習

の内容：学科及び実技）、第 246 条（玉掛

け技能講習の内容：学科及び実技）、第

247 条（その他詳細に関する決定の厚生労

働大臣への委任） 
①玉掛け技能講習規程 
②床上操作式クレーン運転技能講習規程 
③小型移動式クレーン運転技能講習規程 
 
有機則関係： 
有機則第 37 条（有機溶剤作業主任者技能

講習の内容：学科講習（健康障害と予防措

置、作業環境改善方法、保護具、関係法

令）、その他詳細に関する決定の厚生労働

大臣への委任） 
 
鉛則関係： 
鉛則第 60 条（鉛作業主任者技能講習の内

容：学科講習（健康障害と予防措置、作業

環境改善方法、保護具、関係法令）、その

他詳細に関する決定の厚生労働大臣への委

任） 
 
四アルキル則関係： 
四アルキル則第 27 条（特定化学物質及び

四アルキル鉛等作業主任者技能講習の内容

は特化則の定めによること） 
 
特化則関係： 
特化則第 51 条（特定化学物質及び四アル

キル鉛等作業主任者技能講習の内容：学科

講習（健康障害と予防措置、作業環境改善
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方法、保護具、関係法令）、その他詳細に

関する決定の厚生労働大臣への委任） 
化学物質作業主任者技能講習規程 
 
酸欠則関係： 
酸欠則第 26 条（酸素欠乏危険作業主任者

技能講習の内容：学科（酸欠症及び救急そ

生、酸欠の発生原因と防止、保護具、関係

法令）及び実技（救急そ生方法、酸素濃度

測定方法））、第 27 条（第 26 条の酸素欠

乏・硫化水素危険作業主任者技能講習への

準用）、第 28 条（酸素欠乏危険作業主任

者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作

業主任者技能講習の詳細に関する決定の厚

生労働大臣への委任） 
酸素欠乏危険作業主任者技能講習規程 
 
石綿則関係： 
石綿予防規則第 48 条の 5（石綿作業主任

者技能講習の内容：学科講習（健康障害と

予防措置、作業環境改善方法、保護具、関

係法令）、その他詳細に関する決定の厚生

労働大臣への委任） 
石綿作業主任者技能講習規程 
 
2．13 第 77 条 
2．13．1 条文 
第七十七条 第七十七条 第十四条、第六

十一条第一項又は第七十五条第三項の規定

による登録（以下この条において「登録」

という。）は、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、厚生労働省令で定める区分ごと

に、技能講習又は教習を行おうとする者の

申請により行う。 

２ 都道府県労働局長は、前項の規定によ

り登録を申請した者（以下この項において

「登録申請者」という。）が次に掲げる要

件のすべてに適合しているときは、登録を

しなければならない。 

一 別表第十九の上欄に掲げる技能講習又

は教習については、それぞれ同表の下欄に

掲げる機械器具その他の設備及び施設を用

いて行うものであること。 

二 技能講習にあつては別表第二十各号の

表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応

じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件

のいずれかに適合する知識経験を有する者

が技能講習を実施し、その人数が事業所ご

とに一名以上であり、教習にあつては別表

第二十一の上欄に掲げる教習に応じ、それ

ぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに

適合する知識経験を有する者が教習を実施

し、その人数が事業所ごとに二名以上であ

ること。 

三 技能講習又は教習の業務を管理する者

（教習にあつては、別表第二十二の上欄に

掲げる教習に応じ、同表の下欄に掲げる条

件のいずれかに適合する知識経験を有する

者に限る。）が置かれていること。 

四 教習にあつては、前項の申請の日前六

月の間に登録申請者が行つた教習に相当す

るものを修了し、かつ、当該教習に係る免

許試験の学科試験又は実技試験を受けた者

のうちに当該学科試験又は実技試験に合格

した者の占める割合が、九十五パーセント

以上であること。 

３ 第四十六条第二項（＊製造時検査機関

登録の欠格事由：本法違反による処罰から

所定期間を経ない者、所定の規定違反によ

る登録取り消し等から所定期間を経ない者

等（筆者追記））及び第四項（＊登録製造

時等検査機関登録簿の必要記載事項：登録

年月日・登録番号、氏名や代表者氏名、事

務所の名称・所在地等（筆者追記））の規

定は第一項の登録について、第四十七条の

二から第四十九条まで（＊第 47条の 2：

登録製造時等検査機関が登録事項の一部を

変更する場合の厚生労働大臣への届出義

務、第 48条：登録製造時等検査機関の検

査の業務規程の作成・届出義務（第 1

項）、業務規程の必要的記載事項（第 2

項）、第 49条：休廃止時の大臣への届出

義務）、第五十条第一項（＊事業報告書・

財務諸表等の作成及び保管義務）、第二項

（＊検査を受けようとする者等の請求への

対応（財務諸表等の書面の閲覧等）義務）

及び第四項（＊事業年度経過後の事業報告
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書・損益計算書等の大臣への提出義務）、

第五十二条（＊第 46 条第 3項各号の登録

要件に不適合となった登録製造時等検査機

関への大臣による適合命令）、第五十二条

の二（＊第 47条（求められた検査の速や

かで公正・適正な実施）違反者に対する大

臣による改善命令）、第五十三条第一項

（第四号を除く。以下この項において同

じ。）（＊所定の事由に該当した場合の検

査機関の大臣による登録の取り消し又は業

務停止命令）並びに第五十三条の二（＊登

録を受ける者がいない場合、休廃止、登録

取り消し、業務停止命令を下した等により

検査機関による検査業務が困難な場合、都

道府県労働局長自らが検査業務を行い得る

こと等）の規定は第一項の登録を受けて技

能講習又は教習を行う者（以下「登録教習

機関」という。）について準用する。この

場合において、次の表の上欄に掲げる規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の下欄に掲げる字句と読み替えるものと

する。 

 

第 四 十六

条 第 二項

各 号列記

以 外の部

分 

登録 第七十七条

第一項に規

定する登録

（以下この

条、第五十

三条第一項

及び第五十

三条の二第

一項におい

て「登録」

という。） 
第 四十六

条第四項 
登録製造時

等検査機関

登録簿 

登録教習機

関登録簿 

第 四 十七

条の二 
厚生労働大

臣 
都道府県労

働局長 
第 四 十八

条第一項 
製造時等検

査 
第十四条若

しくは第六

十一条第一

項の技能講

習又は第七

十五条第三

項の教習 

厚生労働大

臣 
都道府県労

働局長 
第 四十八

条第二項 
製造時等検

査 
第十四条若

しくは第六

十一条第一

項の技能講

習又は第七

十五条第三

項の教習 
第 四十九

条 
製造時等検

査 
第十四条若

しくは第六

十一条第一

項の技能講

習又は第七

十五条第三

項の教習 
厚生労働大

臣 
都道府県労

働局長 
第 五十条

第一項 
事業報告書 事業報告書

（登録教習

機関が国又

は地方公共

団体である

場合にあつ

ては、事業

報告書） 
第 五十条

第二項 
製造時等検

査 
第十四条若

しくは第六

十一条第一

項の技能講

習又は第七

十五条第三

項の教習 
第 五十条

第四項 
事業報告書 事業報告書

（登録教習

機関が国又

は地方公共

団体である

場合にあつ

ては、事業

報告書） 
厚生労働大

臣 
都道府県労

働局長 
第 五十二

条 
厚生労働大

臣 
都道府県労

働局長 
第四十六条

第三項各号 
第七十七条

第二項各号 
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第 五 十二

条の二 
厚生労働大

臣 
都道府県労

働局長 
第四十七条 第七十七条

第六項又は

第七項 
製造時等検

査 
第十四条若

しくは第六

十一条第一

項の技能講

習若しくは

第七十五条

第三項の教

習 
第 五 十三

条第一項 
厚生労働大

臣 
都道府県労

働局長 
製造時等検

査 
第十四条若

しくは第六

十一条第一

項の技能講

習若しくは

第七十五条

第三項の教

習 
第 五 十三

条 第 一項

第二号 

第四十七条

から第四十

九条まで、

第五十条第

一項若しく

は第四項 

第四十七条

の二から第

四十九条ま

で、第五十

条第一項若

しくは第四

項、第七十

七条第六項

若しくは第

七項 
第 五 十三

条 第 一項

第三号 

第五十条第

二項各号又

は第三項各

号 

第五十条第

二項各号 

第 五 十三

条の二 
製造時等検

査 
第十四条若

しくは第六

十一条第一

項の技能講

習 
 

４ 登録は、五年以上十年以内において政

令で定める期間ごとにその更新を受けなけ

れば、その期間の経過によつて、その効力

を失う。 

５ 第二項（＊登録教習機関の登録要件）

並びに第四十六条第二項（＊登録製造時等

検査機関の登録の欠格事由：本法違反によ

り処罰されたり、所定の理由で登録を取り

消された者等）及び第四項（＊登録時の登

録簿への必要的記載事項）の規定は、前項

の更新について準用する。この場合におい

て、第四十六条第二項各号列記以外の部分

中「登録」とあるのは「第七十七条第一項

の登録（以下この条において同じ。）」

と、同条第四項中「登録製造時等検査機関

登録簿」とあるのは「登録教習機関登録

簿」と読み替えるものとする。 
６ 登録教習機関は、正当な理由がある場

合を除き、毎事業年度、厚生労働省令で定

めるところにより、技能講習又は教習の実

施に関する計画を作成し、これに基づいて

技能講習又は教習を実施しなければならな

い。 
７ 登録教習機関は、公正に、かつ、第七

十五条第五項又は前条第三項の規定に従つ

て技能講習又は教習を行わなければならな

い。 
 
2．13．2 趣旨・内容 
2．13．2．1 趣旨 
 第 77 条は、法第 14 条の作業主任者技能

講習、法第 61 条第 1 項の就業制限業務に

係る技能講習、法第 75 条第 3 項の教習に

係る登録を受けようとする者は、管轄の都

道府県労働局長に対し、登録省令第 20 条

の区分ごとに登録の申請を行うことを規定

している 81。 
 この他、公的な性格を有する技能講習や

教習を行う機関には、登録性能検査機関

（第 41 条を参照。法第 53 条の 3 により、

登録製造時等検査機関に関する第 47 条か

ら第 53 条の 2 の定めが準用される。性能

検査とは、検査証の有効期間の更新を受け

ようとするときに厚生労働大臣の登録を受

けた登録性能検査機関が行なう検査を意味

する）と同じく十分な社会的信頼性が求め
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られるため、登録製造時検査機関に関する

規定が準用される 82。 
 
2．13．2．2 内容 
 作業主任者、就業制限に関する技能講習、

免許試験に関する教習は、都道府県労働局

長による登録を受けた登録教習機関が行う。 
登録教習機関には、以下の①～④の要件

に全て適合していることが求められる（第

77 条第 1 項・第 2 項）83。 
①機械設備・施設等を用いて行う技能講

習又は教習については、技能講習又は教習

の種類に応じて定められた機械設備・施設

等を用いて行うこと。 
②技能講習の場合、技能講習の講習科目

に応じて定められた条件に適合する知識経

験を有する者（人数は事業所ごとに 1 名以

上）が技能講習を実施すること。教習の場

合、教習に応じて定められた条件に適合す

る知識経験を有する者（人数は事業所ごと

に 2 名以上）が教習を実施すること。 
③技能講習又は教習の業務を管理する者

（教習の場合は、教習の内容に応じて定め

られた条件に適合する知識経験を有する者

に限る）が置かれていること。 
④教習の場合、申請の日前 6 月の間に登

録申請者が行った教習を修了し、かつ、当

該教習に係る免許試験の学科試験又は実技

試験を受けた者のうち、当該学科試験又は

実技試験に合格した者の占める割合が

95％以上であること。 
 また、登録教習機関の登録に関する詳細

は以下の通りである 84。 
〔登録の申請〕 
 第 77 条第 1 項の「登録」とは、申請に

基づき都道府県労働局長が行う登録を単位

とするものであり、「技能講習又は教習を

行おうとする者」とは法人又は個人を指す。 
 ただし、法人の支部・支店等については、

法人から当該支部・支店等に対し、登録の

申請を行う権限が委任されている場合には、

登録の申請を行うことができる。支部・支

店等が技能講習又は教習の業務を実施する

場合は、業務の実施等に係る権限が法人か

ら委任されている必要がある。 
〔機械器具等〕 
 第 77 条第 2 項第 1 号の「機械器具その

他の設備及び施設を用いておこなうもので

あること」とは、機械器具その他の設備及

び施設（以下「機械設備等」という。）を

所有して技能講習又は教習を行うほか、機

械設備等を借り上げて行うことも含む趣旨

とされる。ただしこの場合でも、登録教習

機関として賃貸借契約を締結しているなど、

機械設備等を正当に占有できることが明ら

かとなっていることが必要とされる。 
〔講師等〕 
法別表第 20 又は第 21 の条件の欄に掲げ

る知識経験を有する者に関しては、登録教

習機関が雇用する者以外の者について、契

約により確保されていることが明らかにさ

れている必要がある。 
〔実施管理者〕 
 第 77 条第 2 項第 3 号の「技能講習又は

教習の業務」の例示として、以下の①～⑩

の業務が挙げられる。 
①技能講習又は教習に関する実施計画の

策定 
②技能講習の講師又は教習の指導員及び

技能検定員の選定 
③使用する機械器具その他の設備及び施

設の整備 
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④技能講習の受講資格の確認 
⑤技能講習又は教習の科目及び時間の決

定並びに実施状況の把握 
⑥修了試験の作成、修了試験の合否の判

定及び修了者の決定 
⑦関係帳簿の作成 
⑧修了証の再交付及び書替えの業務 
⑨関係者からの照会及び苦情処理 
⑩その他の技能講習又は教習に関する重

要な業務 
 また、第 3 号の「技能講習又は教習の業

務を管理する者」（以下「実施管理者」と

いう。）は、第 1 項各号の業務の管理に係

る職務権限を有し、管理の業務を直接行う

ものを指す。なお、実施管理者が管理を確

実に行うためには、法及び関係法令などを

十分に理解している必要がある。 
〔登録教習機関に係る要件〕 
 第 77 条第 2 項第 4 号の「教習に相当す

るもの」とは、揚貨装置運転実技教習、ク

レーン運転実技教習、移動式クレーン運転

実技教習及びデリック運転実技教習規程

（昭和 47 年労働省告示第 99 号）の規定に

従って行われるものを指す。また、第 4 号

の適用には、「学科試験又は実技試験を受

けた者」が 20 人以上いることが必要とさ

れる。 
 また、登録教習機関には、登録製造時等

検査機関に関する規定（第 46 条第 2 項・

第 4 項、第 47 条の 2、第 48 条、第 49 条、

第 50 条第 1 項・第 2 項・第 4 項、第 52
条、第 52 条の 2、第 53 条第 1 項（第四号

を除く）、第 53 条の 2）が準用（第 77 条

第 3 項）され、その概要は以下の通りであ

る 85。 
〔都道府県労働局長による登録教習

機関の登録を受けることができない

場合〕 
 以下の①～③のいずれかに該当する者は、

都道府県労働局長の登録を受けることがで

きない。 
①安衛法令の規定に違反して、罰金以上

の刑に処せられ、その執行を終わり又は執

行を受けることがなくなった日から起算し

て 2 年を経過しない者。 
②登録を取り消され、その取消しの日か

ら起算して 2 年を経過しない者 
③法人でその役員のうちに①～②のいず

れかに該当する者があるもの 86。 
〔変更の届出〕 
 登録教習機関は、代表者の氏名などを変

更しようとする場合には、変更の日の 2 週

間前までに都道府県労働局長に届け出なけ

ればならない 87。 
〔業務規程〕 
 登録教習機関は、技能講習、教習の実施

方法、教習に関する料金などの事項に関す

る業務規程を定め、業務の開始の日の 2 週

間前までに都道府県労働局長に届け出なけ

ればならない 88。 
〔業務の休廃止〕 
登録教習機関は、業務の全部又は一部を

休止し又は廃止しようとするときは、厚生

労働省令で定めるところにより、その旨を

都道府県労働局長に届け出なければならな

い 89。 

〔財務諸表等の備付け及び閲覧等〕 
 登録教習機関は、毎事業年度経過後 3 月

以内に、その事業年度の財務諸表等（財産

目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支

決算書、事業報告書）を作成し、5 年間事

務所に備え置かなければならない 90。 

－1962－



 分担報告書（大藪、只野、近藤、三柴） 

 第 77 条第 3 項において準用する法第 50
条の営業報告又は事業報告書は、登録を受

けた事業の内容が明らかになっているもの

で足り、登録を受けた技能講習又は教習の

区分ごとに次の事項が記載されていなけれ

ばならない。 
①実施場所ごとの実施回数（実施場所に

ついては市区町村名） 
②受講者数 
③修了証交付数 

 また、当該事業期間内に、担当役員、実

施管理者、技能講習の講師、教習の指導員

及び技能検定員が新たに選任された場合に

は、その氏名、略歴、担当科目等について

付記しなければならない。 
 利害関係人は財務諸表等の閲覧を求める

ことができるが、第 77 条第 3 項において

準用する第 50 条第 2 項の「その他の利害

関係人」には、技能講習又は教習において

は受講希望者の所属する事業者等が含まれ

る。 
 なお、登録教習機関は、毎事業年度経過

後 3 月以内に、損益計算書又は収支決算書

及び事業報告書を都道府県労働局長に提出

しなければならない。 
〔適合命令〕 
 都道府県労働局長は、登録教習機関が登

録の要件（第 77 条第 2 項各号）のいずれ

かに適合しなくなったと認めるときは、そ

の登録教習機関に対し、これらの規定に適

合するため必要な措置をとるべきことを命

ずることができる 91。 
〔改善命令〕 
 都道府県労働局長は、登録教習機関が第

77 条第 6 項又は第 7 項の規定に違反して

いると認めるときは、業務の方法の改善に

関し必要な措置をとるべきことを命ずるこ

とができる 92。 
〔登録の取消し等〕 
 都道府県労働局長は、登録教習機関が欠

格事由（安衛法令に違反し罰金以上の刑に

処せられた場合、業務の運営に際し各種の

義務を怠った場合、財務諸表等の公開を拒

んだ場合、不正な手段により登録を行った

場合）該当する場合には、その登録を取り

消し又は 6 月を超えない範囲内で期間を定

めて業務の全部若しくは一部の停止を命ず

ることができる 93。 
〔都道府県労働局長による第 14 条又

は第 61 条第 1 項の技能講習の実施〕 
 登録教習機関が存在しない場合、登録教

習機関の業務の全部又は一部が実施できな

い場合などは、都道府県労働局長が自ら技

能講習を行うこととされる 94。 
 
 第 77 条第 4 項は、登録教習機関の登録

は、5 年以上 10 年以内において政令で定

める期間ごとに更新を受けなければ効力を

失うことを規定しており、安衛施行令第

23 条の 2 に基づき、5 年ごとの更新が必要

とされている 95。 
 第 77 条第 5 項は、登録教習機関の登録

の更新の要件は、登録を行う場合と同様の

ものであることを規定する 96。 
〔実施計画の作成〕 
 第 77 条第 6 項は、登録教習機関に対し、

技能講習・教習の実施に係る計画の作成、

計画に基づく技能講習・教習の実施に関す

る義務を課している 97。 
 この実施計画の作成に関し、第 77 条第

6 項の技能講習又は教習の実施に関する計

画を作成できない「正当な理由がある場
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合」に関しては、第 77 条第 3 項において

準用する法第 49 条の規定に基づき登録の

業務を休止している場合、受講申込み者数

が著しく少ないためその事業年度に技能講

習又は教習を行うことが困難な場合などが

挙げられる 98。 
〔登録教習機関の義務等〕 
 第 77 条第 7 項は、登録教習機関に対し、

公正かつ法令の義務に従って技能講習、教

習を行うことの義務を課す 99。 
 第 77 条第 7 項の「公正」とは、特定の

者を不当に差別的に取り扱わないことを意

味する。公正ではない行為の具体例として

は、登録教習機関が受講対象者を不当に制

限していること、特定の取引関係のある受

講者に対して受講料に差を設けること、受

講者によって修了試験の結果に異なる判定

基準を適用することなどが例示されている

100。 
 
〔罰則〕 
 第 77 条に関連する罰則は以下の通りで

ある 101。 
 登録教習機関の役職員が、第 77 条第 3
項で準用する法第 53 条第 1 項の規定によ

る厚生労働大臣の命令に従わない場合、1
年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処

せられる（法第 118 条）。 
 登録教習機関の役職員が、第 77 条第 3
項で準用される法第 49 条の規定による届

出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、

50 万円以下の罰金に処せられる（法第

121 条第 1 号）。 
 第 77 条第 3 項で準用される法第 50 条第

1 項の規定に違反して財務諸表等を備え置

かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載

せず若しくは虚偽の記載を行い、又は正当

な理由がないのに法第 50 条第 2 項の規定

による請求を拒んだ者は、20 万円以下の

過料に処せられる（法第 123 条第 1 号）。 
 
 
Ｄ．考察及びＥ．結論 
 
3 考察：免許・技能講習制度の課題

と改正提案 
3．1 現状 

労働安全衛生法に基づく免許試験の業務

は膨大であるため、公益財団法人安全衛生

技術試験協会が指定試験機関として指定さ

れ、都道府県労働局長が行う試験事務を実

施している（免許試験の種類ごとの受験資

格・試験科目は参考 3 の通り）。 
 このような国家試験の実施事務を外部の

機関に委託する仕組みは、「作業環境測定

法」制定（1975（昭和 50）年）の際に導

入された指定試験機関制度（作業環境測定

士試験の実施事務を財団法人作業環境測定

士試験協会（当時）に委託）を嚆矢とし、

1977（昭和 52）年の安衛法改正の際に同

法の制度として採用された 102。 
 作業環境測定士試験協会を前身とし、指

定試験機関である公益財団法人安全衛生技

術試験協会は、労働安全衛生法に基づくボ

イラー技士、クレーン・デリック運転士、

衛生管理者などの免許試験を実施するほか、

労働安全衛生法に基づく労働安全・衛生コ

ンサルタント試験、作業環境測定法に基づ

く作業環境測定士試験を国に代行して行っ

ている（労働安全衛生法に基づく免許試験

の統計は参考 1 を参照）103。 
他方、作業主任者に必要な資格、就業制
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限業務に必要な資格に係る技能講習は、法

別表第 18 に掲げる 37 種の区分ごとに、学

科講習・実技講習により行われる（参考

5・表 4 を参照）。 
技能講習は、厚生労働省令で定める区分

に基づき登録教習機関 104が行うものであ

り、安全関係の技能講習等の登録教習機関

の数は（参考 5・表 5）、安全関係の技能

講習等の修了者数は（参考 5・表 6）、衛

生関係の技能講習の登録教習機関の数は

（参考 5・表 7）、衛生関係の技能講習の

修了者数は（参考 5・表 8）の通りである

105。 
 
3．2 免許制度の課題と改正提案 
3．2．1 課題 
 近年、労働安全衛生法に基づく免許試験

に対しては、以下の課題が指摘されるよう

になった 106。 
①免許試験における受験者数の格差 

 年間受験者者数が 6 万人を超える試験が

あるのに対し、100 人を下回る試験もある

こと。 
②試験の実施体制 

 受験者の利便性の向上に向けたチェック

の必要性があること。 
③試験の手数料 

 受験者負担や収支均衡のあり方の観点か

らの見直しの必要性。 
 また、試験制度の見直しの方向性として

は、以下の事項が挙げられている 107。 
①受験資格に実務経験を求めている試験

に関し必要に応じた見直しを行うこと。 
②技術の進歩など状況の変化に応じた免

許試験の区分の見直しに向けた検討を行う

こと。 

③試験方法（筆記・口述など）の見直し

に向けた検討を行うこと。 
④受験者の利便性の向上に向けた試験実

施の方法（会場の確保、手数料・試験回数

の見直しなど）に取り組むこと。 
このような見直しの方向性に関する提起

を受けて、高圧室内業務主任者免許などに

ついては、免許試験の受験機会の拡大など

を図る観点から、2012（平成 24）年に受

験資格の見直しなどの改正が行われたとこ

ろである 108。 
 
3．2．2 改正提案 
（1）免許更新制と能力向上教育制度

について 
安衛法に基づく免許資格について、 

・労働災害を防止するため、当該免許に

必要な技能、知識の低下がないか定期的に

確認する必要があること 

・新技術・新工法等の導入に伴う労働災

害防止のため、最新の知識を付与する必要

があること 

・関係法令の改正内容について正確な情

報を理解させる必要があること 

等の理由から有効期間を設けるべきであ

るとの意見がある。 

免許更新制度については、昭和 63 年安

衛法改正の際、具体的な検討が行われたが、 

・ボイラー溶接士免許に有効期間（2

年）が設けられているが、これは旧労働基

準法下におけるボイラー溶接士免許の有効

期間（1 年）が引き継がれたものであるこ

と 

・その他の免許について、有効期間を設

けていないことにより災害につながったと

する明確なデータがないこと 
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・取得した免許に新たに有効期間を付す

ことは既得権の侵害となる恐れがあること 

 等の理由から、新たに有効期間を設ける

ことは困難と判断された。 

なお、経産省所管法令で 27 種類の就業

資格に関する免許が設けられているが、そ

のうち有効期間が付されているのは、中小

企業診断士、液化石油ガス設備士のみであ

る（中小企業診断士にあっては、講習会参

加等一定の実績による専門知識補充要件、

実務要件の両方を満たす場合更新され、液

化石油ガス設備士にあっては、有効期間は

付されてはいないが液化石油ガスの保安の

確保及び取引の適正化に関する法律第 38

条の 9 に基づき、5 年に 1 回の定時講習の

受講が求められている）。 

このように、現在においても、免許更新

制度を設けることの客観的環境が整ってい

るとはいえない。 

昭和 63 年安衛法改正の際、免許更新制

に代わり検討され、導入されたのが安全管

理者等に対する能力向上教育制度である。 

すなわち、労働災害の動向、技術革新の

進展等社会経済情勢の変化に対応しつつ事

業場における安全衛生の水準の向上を図る

ためには、免許、技能講習修了者に対し、

現在身に着けている知識・技能を反復学習

するともに、その向上を図ることが有効で

あるとして、能力向上教育の実施の努力義

務規定として法第 19 条の 2 が追加された。 

法第 19 条の 2 に基づく能力向上教育指

針において教育の対象者とされているのは、

安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、

衛生推進者、作業主任者、元方安全衛生管

理者、店社安全衛生管理者、その他の安全

衛生業務従事者である。 

しかし、法第 19 条の 2 は努力義務規定

であり、その結果、作業主任者技能講習等

を実施する登録教習機関における能力向上

教育の受講需要がほとんどない。 

そこで、法第 19 条の 2 に基づく能力向

上教育指針において教育の対象者とされて

いる者のうち、一定の免許資格者（衛生管

理者、作業主任者）に対し、関係法令の改

正内容について正確な情報の提供、新技

術・新工法等の導入等に関する最新の知識

の付与等を目的とする定期的な能力向上教

育の義務化を提案したい。 

なお、免許資格のうちボイラー技士、発

破技師、揚貨装置運転士、ボイラー整備士、

クレーン・デリック運転士、移動式クレー

ン運転士、潜水士については、個人の技

術・技能を問うものであり、衛生管理者、

作業主任者に対する能力向上教育とは趣旨

が異なると考える。 

 

（2）能力向上教育指針で示されたカ

リキュラムの充実 
免許制の資格であって、法第 19 条の 2

に基づく能力向上教育指針によりカリキュ

ラムが示されているのは衛生管理者（初任

時、定時又は随時）のほか、作業主任者で

はガス溶接作業主任者（定期又は随時）、

林業架線作業主任者（定期又は随時）に係

る能力向上教育のみである。 

上記(1) 作業主任者等の免許保持者に対

する定期的な能力向上教育の義務化の実施

のためにも、高圧室内作業主任者、エック

ス線作業主任者、ガンマ線透過写真撮影作

業主任者、特定第一種圧力容器取扱作業主

任者のカリキュラムを新たに示す必要があ

る。 
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3．3 技能講習制度の課題と改正提

案：技能講習に係る能力向上教育カ

リキュラムの策定 
技能講習であって、法第 19 条の 2 に基

づく能力向上教育指針により、能力向上教

育カリキュラムが示されているのは、法別

表第 18 に掲げる以下の 37 種のうち下線を

付したものに限られる。しかし、少なくと

も作業主任者用の技能講習については、そ

の全てについてカリキュラムを示す必要が

ある。 

 

1 木材加工用機械作業主任者技能講習 

2 プレス機械作業主任者技能講習 

3 乾燥設備作業主任者技能講習 

4 コンクリート破砕器作業主任者技能

講習 

5 地山の掘削及び土止め支保工作業主

任者技能講習 

6 ずい道等の掘削等作業主任者技能講

習 

7 ずい道等の覆工作業主任者技能講習 

8 型枠支保工の組立て等作業主任者技

能講習 

9 足場の組立て等作業主任者技能講習 

10 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任

者技能講習 

11 鋼橋架設等作業主任者技能講習 

12 コンクリート造の工作物の解体等作

業主任者技能講習 

13 コンクリート橋架設等作業主任者技

能講習 

14 採石のための掘削作業主任者技能講

習 

15 はい作業主任者技能講習 

16 船内荷役作業主任者技能講習 

17 木造建築物の組立て等作業主任者技

能講習 

18 化学設備関係第一種圧力容器取扱作

業主任者技能講習 

19 普通第一種圧力容器取扱作業主任者

技能講習 

20 特定化学物質及び四アルキル鉛等作

業主任者技能講習 

21 鉛作業主任者技能講習 

22 有機溶剤作業主任者技能講習 

23 石綿作業主任者技能講習 

24 酸素欠乏危険作業主任者技能講習 

25 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者

技能講習 

26 床上操作式クレーン運転技能講習 

27 小型移動式クレーン運転技能講習 

28 ガス溶接技能講習 

29 フォークリフト運転技能講習 

30 ショベルローダー等運転技能講習 

31 車両系建設機械（整地・運搬・積込

み用及び掘削用）運転技能講習 

32 車両系建設機械（解体用）運転技能

講習 

33 車両系建設機械（基礎工事用）運転

技能講習 

34 不整地運搬車運転技能講習 

35 高所作業車運転技能講習 

36 玉掛け技能講習 

37 ボイラー取扱技能講習 

 

3．4 免許・技能講習にまたがる課

題と改正提案：規定の整合性の確保

と分散規定の統合 
免許の種類については、安衛則第 62 条

及び同条に関連する別表第 4、第 69 条で
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規定している。一方、技能講習の種類は、

法別表第 18 で規定しており、均衡を欠い

ている。また、免許試験の受験資格、試験

科目、試験科目の免除は、安衛則・別表第

5 のほか、高圧則、ボイラー則、電離則、

クレーン則にそれぞれ分散して規定され、

技能講習の受講資格、講習内容については、

安衛則・別表第 6 のほか、ボイラー則、ク

レーン則、特化則、鉛則、有機則、石綿則、

酸欠則にそれぞれ分かれて規定されており、

いずれも分かりにくい。 

よって、免許と技能講習の種類は、共に

安衛令に整理し、免許試験の受験資格、試

験科目、試験科目の免除は、安衛則の別表

第 4 と同じ形式で、全て別表第 5 にまとめ

て規定し、技能講習の受講資格、講習内容

については、安衛則・別表第 6 にまとめて

規定できないか検討すべきと考える。 
 

 
Ｆ．研究発表 

1．論文発表 
なし 

2．学会発表 
なし 

 
Ｇ．知的所有権の取得状況 

1．特許取得 
  なし 

2．実用新案登録 
なし 

3．その他 
なし 

 
Ｈ．引用文献 
  脚注を参照されたい。 
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図表がある場合は、これ以降に番号順に貼り付け（１段組） 
 

参考１ 免許試験、技能講習実施状況              
  
表 1 労働安全衛生法に基づく免許試験実施状況（令和 2 年度） 

資料：（公財）安全衛生技術試験協会 
＜免許試験＞ 
試験区分 受 験 者 数

（人） 
合格者数（人） 合格率（％） 

 
 
学 
科 
試 
験 

特級ボイラー技士 430  125  29.1 
一級ボイラー技士 3,100  1,577  50.9 
二級ボイラー技士 16,098  9,400  58.4 
特別ボイラー溶接士 104  78  75.0 
普通ボイラー溶接士 716  435  60.8 
ボイラー整備士 1,726  1,219  70.6 
クレーン・デリック運転士 15,760  9,992  63.4 
移動式クレーン運転士 5,359  3,467  64.7 
揚貨装置運転士 376  288  76.6 
発破技士 336  225  67.0 
ガス溶接作業主任者 586  497  84.8 
林業架線作業主任者 90  78  86.7 
第一種衛生管理者 43,157  18,916  43.8 
第二種衛生管理者 22,220  11,729  52.8 
高圧室内作業主任者 109  71  65.1 
エックス線作業主任者 4,112  2,210  53.7 
ｶﾞﾝﾏ線透過写真撮影作業主任者 283  202  71.4 
潜水士 6,015  4,886  81.2 
計 120,577  65,395  54.2 

 
試験区分 受験者数（人） 合格者数（人） 合格率（％） 
 
実

技

試

験 

特別ボイラー溶接士 126  107  84.9 
普通ボイラー溶接士 666  420  63.1 
クレーン・デリック運転士 2,793  1,351  48.4 
移動式クレーン運転士 483  297  61.5 
揚貨装置運転士 231  214  92.6 
計 4,299  2,389  55.6 

 
＜作業環境測定士試験＞ 
試験の種類 受験者数（人） 合格者数（人） 合 格 率

（％） 
第一種作業環境測定士 818  502  61.4 
第二種作業環境測定士 1,059  459  43.3 
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 486  － 
計 1,877  988  52.6 
 （注）第二種作業環境測定士の合格者数欄の下段は、第一種試験を申請、受験した者で

第二種試験にのみ合格した者 26 名及び第二種試験科目のうち一部科目について合格点を

得て、科目免除を受けた後に当該科目以外の全ての科目が免除となる他の資格を取得し今

回の第二種試験を受験申請したため、第二種試験合格として取り扱った者 1 名を含む合格

者数。 
 
＜労働安全・労働衛生コンサルタント試験＞ 
試験の種類 受験者数（人） 合格者数（人） 最 終 合 格 率

（％） 
労働安全 
コンサルタント 

筆記試験 1,166   330  22.0 
口述試験 325 (0) 256  

労働衛生 
コンサルタント 

筆記試験 439   110  23.5 
口述試験 270 (166) 142  

（注 1）労働安全・労働衛生コンサルタント試験の口述試験受験者数欄の( )内は、筆記試

験全部免除者数で内数。 
（注 2）最終合格率は、口述試験合格者数÷（筆記試験受験者数＋筆記試験全部免除者の

うち、実際に口述試験を受験した者の数）×100％。 
 
表 2 登録省令第 20 条に定める登録区分ごとの登録教習機関及び技能講習実施

状況（令和 2 年 4 月） 
資料：厚生労働省労働基準局安全衛生部 

登録省令第 20 条に定める登録区分 登録教習

機関数 
受講者数 

1 木材加工用機械作業主任者技能講習 60  1,103  
2 プレス機械作業主任者技能講習 59  6,158  
3 乾燥設備作業主任者技能講習 48  7,988  
4 コンクリート破砕器作業主任者技能講習 3  0  
5 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 122  9,154  
6 ずい道等の掘削等作業主任者技能講習 21  208  
6 の 2 ずい道等の覆工作業主任者技能講習 20  176  
7 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 108  3,608  
8 足場の組立て等作業主任者技能講習 218  20,778  
9 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習 92  3,833  
10 鋼橋架設等作業主任者技能講習 20  250  
11 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習 63  2,125  
11 の 2 コンクリート橋架設等作業主任者技能講習 20  139  
11 の 3 採石のための掘削作業主任者技能講習 17  165  
11 の 4 はい作業主任者技能講習 123  14,232  
11 の 5 船内荷役作業主任者技能講習 13  409  
12 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習 130  2,949  
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13 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習 22  1,496  
14 普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習 49  3,293  
15 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 88  36,627  
16 鉛作業主任者技能講習 48  2,967  
17 有機溶剤作業主任者技能講習 111  55,963  
18 石綿作業主任者技能講習 108  13,902  
18 の 2 酸素欠乏危険作業主任者技能講習 9  328  
18 の 3 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 76  49,654  
18 の 4 床上操作式クレーン運転技能講習 175  38,611  
18 の 5 小型移動式クレーン運転技能講習 437  67,288  
19 ガス溶接技能講習 598  71,769  
20 フォークリフト運転技能講習 620  225,141

  
20 の 2 ショベルローダー等運転技能講習 65  2,965  
21 車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転技

能講習 
288  47,960  

21 の 2 車両系建設機械（解体用）運転技能講習 177  19,833  
21 の 3 車両系建設機械（基礎工事用）運転技能講習 20  1,394  
21 の 4 不整地運搬車運転技能講習 136  9,708  
21 の 5 高所作業車運転技能講習 287  59,879  
22 玉掛け技能講習 549  189,060

  
23 ボイラー取扱技能講習 62  7,294  
24 揚貨装置運転実技教習 3  89  
25 クレーン運転実技教習 31  10,205  
26 移動式クレーン運転実技教習 58  3,390  
 
  

－1971－



 分担報告書（大藪、只野、近藤、三柴） 

  
参考２ 免許に関連する用語等 
 
１ 衛生管理者（第一種、第二種、衛生工学衛生管理者） 
衛生管理者免許には、第一種衛生管理者と第二種衛生管理者の 2 種類がある。 
第一種衛生管理者と第二種衛生管理者の違いは対応できる業種。第一種免許を取得して

いれば、全ての業種に対応できるが、第二種免許のみ取得している場合、表の第一種衛生

管理者の従事できる業種には対応できない。 
 

第一種衛生管理者 農林水産業、鉱業、建設業、製造業（物の加工業を含む）、電

気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、

機械修理業、医療、清掃業 
第二種衛生管理 その他の業種 

 
このほか、大学又は高等専門学校において、工学又は理学に関する課程を修めて卒業し

た者で登録教習機関の行う衛生工学衛生管理者講習を修了した者等に与えられる衛生工学

衛生管理者がある。 
 
２ 高圧室内作業主任者 
高圧室内作業とは、潜函工法やシールド工法（湧水を抑えるために密閉の作業室内に水

圧に対抗する圧縮空気を送って作業する）等大気圧を超える気圧下での作業室またはシャ

フトの内部において行う作業である。 
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（（ 国国 土土 交交 通通 省省 北北 陸陸 地地 方方 整整 備備 局局 のの WWEEBB ササ イイ トト

（（hhttttpp::////wwwwww..hhrrrr..mmlliitt..ggoo..jjpp//nnyyuusshhoo//bbiigg__bbaannddaaii..hhttmmll 最最終終閲閲覧覧日日 22002222 年年 33 月月 33 日日））））  
  
高圧室内業務については、空気圧縮機による空気圧縮過程から作業室等の排気管から排

気過程に至るまでの圧気工法全体をシステムとして把握し、関連する設備や作業方法を安

全衛生に十分留意したものとする必要がある。 
  
３ ガス溶接作業主任者 
ガス溶接は、アセチレン等の可燃性ガスと酸素を燃焼させ、その炎により母材を溶融さ

せる溶接法である。 
アセチレン溶接装置またはガス集合溶接装置を用いた金属の溶接、溶断または加熱の作

業においては、ガス溶接作業主任者を選任し、法定の事項を行わなければならない（安衛

則第 314 条、第 315 条）。 
 

ア アセチレン溶接装置 
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（ 岡 谷 酸 素 株 式 会 社 の WEB サ イ ト

（https://www.okayasanso.co.jp/knowledge/welding/machine/3326 最終閲覧日 2022 年 3
月 3 日）） 
 
イ ガス集合溶接装置 
 

 

  
（ 一 般 財 団 法 人 労 働 安 全 衛 生 管 理 協 会 の WEB サ イ ト

（http://www.roudouanzen.com/pdf/g005.pdf 最終閲覧日：2022 年 11 月 13 日）  
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４ 林業架線作業主任者 
林業では、伐木した木材を土場まで集材する方法として機械集材装置を用いることが多

い。 
機械集材装置、運材索道の組み立て、解体、変更、修理の作業、及びこれらの設備によ

る集材、運材の作業においては、林業架線主任者を選任し、法定の事項を行わなければな

らない（安衛則第 151 条の 126、第 151 条の 127） 
 
【運材索道、機械集材装置】 
集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原

木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備。 
 
 

 
（ 厚 生 労 働 省 の WEB サ イ ト （ https://www.mhlw.go.jp/new-
info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/141027-1.pdf 最終閲覧日 2022 年 3 月 3 日）） 
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（ 厚 生 労 働 省 の WEB サ イ ト （ https://www.mhlw.go.jp/new-
info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/141027-1.pdf 最終閲覧日 2022 年 3 月 3 日）） 
 
【集材機】 

 

（株式会社前田製作所の WEB サイト（https://www.maesei.co.jp/products/yarding-

machine/最終閲覧日：2022年 11 月 13日）） 
 
５ 特級、1 級、2 級ボイラー技士 
 (1) ボイラーの定義（令第 1 条第 3 号） 
 蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、次のイ～ヘ以外のもの。 
イ ゲージ圧力 0.1MPa 以下で使用する蒸気ボイラーで、伝熱面積が 0.5ｍ2以下のもの

又は胴の内径が 200mm 以下で、かつ、その長さが 400mm 以下のもの 
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ロ ゲージ圧力 0.3MPa 以下で使用する蒸気ボイラーで、内容積が 0.0003ｍ3 以下のも

の 
ハ 伝熱面積が 2ｍ2 以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が 25mm 以上の蒸気

管を取り付けたもの又はゲージ圧力 0.05MPa 以下で、かつ、内径が 25mm 以上の U 形立

管を蒸気部に取り付けたもの 
ニ ゲージ圧力 0.1MPa 以下の温水ボイラーで、伝熱面積が 4ｍ2以下のもの 
ホ ゲージ圧力 1MPa 以下で使用する貫流ボイラー（管寄せの内径が 150mm を超える

多管式のものを除く。）で、伝熱面積が 5ｍ2 以下のもの（気水分離器を有するものにあつ

ては、気水分離器の内径が 200mm 以下で、かつ、その内容積が 0.02ｍ3以下のもの） 
ヘ 内容積が 0.004ｍ3 以下の貫流ボイラー（管寄せ及び気水分離器のいずれをも有しな

いものに限る。）で、その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容

積を立方メートルで表した数値との積が 0.02 以下のもの 
 
(2) 小型ボイラーの定義（令第 1 条第 4 号） 
 ボイラーのうち、次に掲げるボイラー。 
イ ゲージ圧力 0.1MPa 以下で使用する蒸気ボイラーで、伝熱面積が 1ｍ2以下のもの又

は胴の内径が 300mm 以下で、かつ、その長さが 600mm 以下のもの 
ロ 伝熱面積が 3.5ｍ2 以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が 25 mm 以上の蒸

気管を取り付けたもの又はゲージ圧力 0.05MPa 以下で、かつ、内径が 25mm 以上のＵ形

立管を蒸気部に取り付けたもの 
ハ ゲージ圧力 0.1MPa 以下の温水ボイラーで、伝熱面積が 8ｍ2以下のもの 
ニ ゲージ圧力 0.2MPa 以下の温水ボイラーで、伝熱面積が 2ｍ2以下のもの 
ホ ゲージ圧力 1MPa 以下で使用する貫流ボイラー（管寄せの内径が 150mm を超える

多管式のものを除く。）で、伝熱面積が 10ｍ2以下のもの（気水分離器を有するものにあつ

ては、当該気水分離器の内径が 300 mm 以下で、かつ、その内容積が 0.07ｍ3 以下のもの

に限る。） 
以上を整理すると次図のとおり。 

 

－1977－



 分担報告書（大藪、只野、近藤、三柴） 

【ボイラーの区分】 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(3) 用語の解説 
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注 1 汽水分離器付の場合 
 ※1 D≦200 かつ V≦0.02 に限る 
 ※2 D≦300 かつ V≦0.07 に限る 
 ※3 D≦400 かつ V≦0.4 に限る 
 
D：気水分離器の内径（mm） 
V：気水分離器の内容積（m3） 
 

 
ア 温水ボイラー、蒸気ボイラー 
ボイラーとは、水を火気などで加熱して、大気圧を超える蒸気又は温水を作り他に供給

する容器をいい、蒸気を作る蒸気ボイラーと、温水を作る温水ボイラーがある。ボイラー

から供給される蒸気や温水は、工場にある反応器や加熱器、ビルの暖房や給湯に利用され

る。 
 
【蒸気ボイラー（炉筒煙管ボイラー）】 
 

 
（厚生労働省の WEB サイト（https://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/08/s0801-4d.html 最

終閲覧日 2022 年 3 月 4 日）） 
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【温水ボイラー（立て温水ボイラー）】 

 

（厚生労働省の WEB サイト（https://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/08/s0801-4d.html
最終閲覧日 2022 年 3 月 4 日）） 

 
 
イ 貫流ボイラー 

 

（仙台市ガス局のウェブサイト（https://www.gas.city.sendai.jp/biz/boilers/01/index.php
最終閲覧日：2020年 1月 9日）より） 
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ウ ゲージ圧力 
ゲージ圧とは、大気圧を基準として考える圧力。 大気圧の値は約 101.3kpa だが、ゲー

ジ圧では大気圧を 0kpa と考え、他の圧力の値を表す。 
 

 

（エヌアイシ・オートテック株式会社が運営する NIC アルファマガジンの WEB サイト

（https://alfaframe.com/mame/10231.html 最終閲覧日 2022 年 3 月 4 日）） 
 
 
エ 伝熱面積 
実際に熱の授受がある面の広さ。伝熱面積の計算はボイラー則第 2 条で規定されている。 
 
オ 特級、1 級、2 級ボイラー技士 
資格によって取り扱うことのできるボイラーが表のとおり異なる（ボイラー則第 24 条）。 

特級ボイラー技士 取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が 500m2以上の場合（貫

流ボイラーのみを取り扱う場合を除く） 
1 級ボイラー技士 取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が 25m2以上 500 m2未

満の場合（貫流ボイラーのみを取り扱う場合は、伝熱面積の

合計が 500m2以上の時を含む） 
2 級ボイラー技士 取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が 25m2未満の場合 
ボイラー取扱技能講

習修了者 
次のボイラーのみを取り扱う場合 
イ ゲージ圧力 0.1MPa 以下で使用する蒸気ボイラーで、伝

熱面積が 0.5ｍ2以下のもの又は胴の内径が 200mm 以下で、

かつ、その長さが 400mm 以下のもの 
ロ ゲージ圧力 0.3MPa 以下で使用する蒸気ボイラーで、内

容積が 0.0003ｍ3以下のもの 
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ハ 伝熱面積が 2ｍ2以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した

内径が 25mm 以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧

力 0.05MPa 以下で、かつ、内径が 25mm 以上の U 形立管を

蒸気部に取り付けたものニ ゲージ圧力 0.1MPa 以下の温水

ボイラーで、伝熱面積が 4ｍ2以下のもの 
 
６ エックス線作業主任者、ガンマ線透過写真撮影作業主任者 
医療、非破壊検査の現場等では、エックス線、ガンマ線を利用した検査等が行われてお

り、放射線業務の作業については、管理区域ごとに、エックス線作業主任者あるいはガン

マ線透過写真撮影作業主任者を選任しなければならない（電離則第 46 条、第 47 条、第

52 条の 2、第 52 条の 3）。 
なお、放射線の管理に関する法律には、放射性物質に関しては放射性同位元素等による

放射線障害の防止に関する法律が、ウラン、トリウム、プルトニウムや原子炉に関しては、

核燃料、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律が、医療現場では医療法や薬事法の適

用があるが、労働者に関しては電離則が全面的に適用される。 
 
７ 発破技士 
発破作業は、爆薬を装填する発破孔の穿孔、爆薬の装填、込物による発破孔の閉塞 、点

火などの一連の工程から成る。発破孔の穿孔は、たがねとハンマーによる手掘りと、削岩

機 、オーガーなどによる機械掘りとがある。 
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（ 国 土 交 通 省 東 北 地 方 整 備 局 磐 城 国 道 事 務 所 の WEB サ イ ト

（ https://www.thr.mlit.go.jp/iwaki/hama-lib/michi/t-taukuru-01.html 最終閲覧日

2022年 3月 4日）） 

 
８ 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務 
  揚貨装置とは、船舶に取り付けられたデリックやクレーンの設備のこと。陸から船へ

あるいは船から陸へ積載貨物を積み替える港湾荷役作業に用いられる機械である。 
  
９ ボイラー、第一種圧力容器の溶接の業務（特別、普通） 
   ボイラーについては、「５ 特級、1 級、2 級ボイラー技士」の項参照。 
 (1) 第一種圧力容器の定義（令第 1 条第 5 号） 
  次のイ～ニに掲げる容器（①ゲージ圧力 0.1MPa 以下で使用する容器で、内容積が

0.04ｍ3 以下のもの。②胴の内径が 200mm 以下で、その長さが 1000mm 以下のもの。③

最高のゲージ圧力（MPa）と内容積（ｍ3）との積が 0.004 以下のものを除く）。 
イ 蒸気その他の熱媒を受け入れ、又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱する容器で、

容器内の圧力が大気圧を超えるもの（ロ又はハに掲げる容器を除く。） 
ロ 容器内における化学反応、原子核反応その他の反応によつて蒸気が発生する容器で、

容器内の圧力が大気圧を超えるもの 
ハ 容器内の液体の成分を分離するため、当該液体を加熱し、その蒸気を発生させる容器

で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの 
ニ 上記容器のほか、大気圧における沸点を超える温度の液体をその内部に保有する容器 
(2) 小型圧力容器の定義（令第 1 条第 6 号） 
第一種圧力容器のうち、次に掲げる容器をいう。 
イ ゲージ圧力 0.1MPa 以下で使用する容器で、内容積が 0.2ｍ3以下のもの又は胴の内径

が 500mm 以下で、かつ、その長さが 1000mm 以下のもの 
ロ その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートル

で表した数値との積が 0.02 以下の容器 
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(3) 第二種圧力容器の定義（令第 1 条第 7 号） 
  ゲージ圧力 0.2MPa 以上の気体をその内部に保有する容器（第一種圧力容器を除

く。）のうち、次に掲げる容器をいう。 
イ 内容積が 0.04ｍ3以上の容器 
ロ 胴の内径が 200mm 以上で、かつ、その長さが 1000mm 以上の容器 
以上を整理すると次図のとおり。 
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（ 日 本 ボ イ ラ 協 会 の WEB サ イ ト

（https://www.jbanet.or.jp/examination/classification/vessel-1/最終閲覧日 2022 年

3月 4日）） 

 

 
（厚生労働省の WEB サイト（https://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/08/s0801-4d.html

最終閲覧日 2022 年 3 月 4 日）） 
 

－1986－



 分担報告書（大藪、只野、近藤、三柴） 

(4) 用語の解説 
第一種圧力容器とは、容器の内部において煮沸、加熱、反応等の操作が行われるものをい

う。一方、第二種圧力容器は、内部に圧縮気体を保有する容器をいう。 
 
ア 内部に液体、固体等を保有する圧力容器 
熱交換器（蒸気で水や油などを加熱するもの）、蒸煮器（製紙用、醸造用、食品用など

の原料を加熱処理するもの）、消毒器（医療器具、食器類などを消毒するもの）などがあ

る。 
 
【熱交換器の例】 

 
（厚生労働省の WEB サイト（https://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/08/s0801-4d.html

最終閲覧日 2022 年 3 月 4 日）） 
 
イ 内部に圧縮気体を保有する容器 
ガスホルダ、給食用の二重釜などがある。 

 
【ガスホルダの例】 

 
（厚生労働省の WEB サイト（https://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/08/s0801-4d.html
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最終閲覧日 2022 年 3 月 4 日）） 
  
１０ ボイラー、第一種圧力容器の整備の業務 
  整備の内容としては、ボイラー、第一種圧力容器の本体や、装置、附属設備の点検、

整備、保守などがある。 
  （「５ 特級、1 級、2 級ボイラー技士」、「９ ボイラー、第一種圧力容器の溶接の業

務（特別、普通）」参照。） 
 
１１ つり上げ荷重が五トン以上のクレーンの運転の業務 
(1) クレーンの分類 
クレーンは、構造、形状および用途によって、一般に次のように分類される。 
 
ア 天井クレーン 
建屋の両側の壁に沿って設けられたランウェイ上を走行するクレーン。建屋の天井をク

レーンが走るようになるのでこの名がある。 
 
【クラブトロリ式天井クレーン】 

 

（CLUB-CRANE の WEB サイト（http://www.crane-club.com/study/crane/ceiling.html
（管理者：山本誠一氏）最終閲覧日 2022 年 3 月 4 日）） 
 
【ホイスト式天井クレーン】 

 
（CLUB-CRANE の WEB サイト（http://www.crane-club.com/study/crane/ceiling.html
（管理者：山本誠一氏）最終閲覧日 2022 年 3 月 4 日）） 
 
イ ジブクレーン 
ジブを有するクレーン。天井クレーンに次いで多く用いられている。 
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【低床ジブクレーン】 

 
（ CLUB-CRANE の WEB サ イ ト （ http://www.crane-
club.com/study/crane/jibcrane.html（管理者：山本誠一氏）最終閲覧日 2022 年 3 月 4
日）） 
 
【高脚（門型）ジブクレーン】 

 
（ CLUB-CRANE の WEB サ イ ト （ http://www.crane-
club.com/study/crane/jibcrane.html（管理者：山本誠一氏）最終閲覧日 2022 年 3 月 4
日）） 
 
ウ 橋型クレーン 
天井クレーンのクレーンガーダの両端に脚を設け、地上または床上に設けた走行レール

上を走行させるようにしたクレーン。 
 
【クラブトロリ式橋形クレーン】 

 
（CLUB-CRANE の WEB サイト（http://www.crane-club.com/study/crane/gantry.html
（管理者：山本誠一氏）最終閲覧日 2022 年 3 月 4 日）） 
 

－1989－
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エ アンローダ 
船からばら物を陸揚げする専門のクレーン。ばら物を受け入れるためのホッパとコンベ

ヤが組み込まれている。 

 

（CLUB-CRANE の WEB サイト（http://www.crane-club.com/study/crane/gantry.html
（管理者：山本誠一氏）最終閲覧日 2022 年 3 月 4 日）） 
 
オ ケーブルクレーン 
ニつの塔間に張り渡したメインロープ上をトロリが横行する形式のクレーン。 

【片側走行ケーブルクレーン】 

 

 
（CLUB-CRANE の WEB サイト（http://www.crane-club.com/study/crane/cable.html
（管理者：山本誠一氏）最終閲覧日 2022 年 3 月 4 日）） 
 
カ テルハ 
荷の上げ下げとレールに沿った移動のみを行うクレーン。工場建屋・倉庫等の天井に取

付けられたＩ形鋼の下フランジに、電気ホイスト、電動チェーンブロックをつり下げた簡

－1990－
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単な構造のものが多い。 

 
（CLUB-CRANE の WEB サイト（http://www.crane-club.com/study/crane/cable.html
（管理者：山本誠一氏）最終閲覧日 2022 年 3 月 4 日）） 
 
なお、跨線テルハについてはクレーン運転士免許資格は要求されないが、跨線テルハと

は、鉄道において、手荷物を積んだ台車などをつり上げ、線路をこえて運搬するために使

用されるものをいう。 
 
キ スタッカ式クレーン 
直立したガイドフレームに沿って上下するフォーク等を持つもの。倉庫等の棚に対する

荷の出し入れに用いられる。 
 
【荷昇降式床上型スタッカークレーン】 

 
 
（CLUB-CRANE の WEB サイト（http://www.crane-club.com/study/crane/stacker.html
（管理者：山本誠一氏）最終閲覧日 2022 年 3 月 4 日）） 
 
 
１２ つり上げ荷重が 1 トン以上の移動式クレーンの運転の業務 
 移動式クレーンはその走行方式によって、トラッククレーン、ホイールクレーン、クロ

ーラクレーン、鉄道クレーン、浮きクレーンに分類される。 
なお、ここでいうクレーン運転の業務は、工事現場等で行う運転業務を指し、道路上を

－1991－
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走行させる場合には、道路交通法に基づく免許が必要である。 
 
ア トラッククレーン 

 
 
（日本クレーン協会の WEB サイト（http://www.cranenet.or.jp/tisiki/idou.html 最終閲覧

日 2022 年 3 月 4 日）） 
 
イ クローラクレーン 

 

（ コ ベ ル コ 建 機 株 式 会 社 の WEB サ イ ト （ http://www.kobelco-
cranes.com/jp/product_c_crane_old/最終閲覧日 2022 年 10 月 1 日）） 

クローラクレーンは、走行体が起動輪、遊動輪、下部ローラ、上部ローラおよび履帯(ク
ローラ)を巻いた装置で構成された台車の上にクレーン装置(上部旋回体)を架装した形式の

ものである。 
走行は履帯の上を起動輪の回転力によって下部ローラで転がって行く構造になっている。

－1992－



 分担報告書（大藪、只野、近藤、三柴） 

クローラ式は、左右の履帯の接地面積がホイール式等にくらべ広いので安定性が良く、不

整地や比較的軟弱な地盤でも走行ができるが走行速度はきわめて遅い。 
原動機、巻上装置および運転室等(操作装置を含む。)の全装置が上部旋回体に装備され

ている。 
（日本クレーン協会の WEB サイト（http://www.cranenet.or.jp/tisiki/idou.html 最終閲覧

日 2022 年 3 月 4 日）） 
 
ウ 浮きクレーン 

 
浮きクレーンは、長方形の箱形等の台船上にクレーン装置を搭載した形式のものである。

浮きクレーンは港湾、河川、海上等の工事やサルベージ作業等に用いられる。 
（日本クレーン協会の WEB サイト（http://www.cranenet.or.jp/tisiki/idou.html 最終閲覧

日 2022 年 3 月 4 日）） 
  
  
１３ つり上げ荷重が 5 トン以上のデリックの運転の業務 
デリックとは、動力を用いて荷をつり上げることを目的とする機械装置であって、マスト

又はブームを有し、原動機を別置し、ワイヤロープにより操作させるものである。 
 
【ガイデリック】 

 
（ CLUB-CRANE の WEB サ イ ト （ http://www.crane-

－1993－
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club.com/study/derrick/definition.html（管理者：山本誠一氏）最終閲覧日 2022 年 3 月 4
日）） 
  
  
１４ 潜水士業務 
潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給

気を受けて、水中において行う業務をいう。 

 
（ 小 学 館 ニ ッ ポ ニ カ （ 日 本 大 百 科 全 書 ） の WEB サ イ ト

（https://kotobank.jp/dictionary/nipponica/最終閲覧日 2022 年 3 月 4 日） 
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参考 3 免許試験の受験資格、試験科目等 
（注）1～5 の免許は安衛則別表第 5 より、6 の免許は高圧則、7 の免許はボイラー則、8
の免許は電離則、9 の免許はクレーン則に基づき整理した。 
  
１ 第一種衛生管理者免許試験 

受験資格  試験科目  
試験科目の免除を受け

ることができる者 
免除する試験科

目  

一 学校教育法に

よる大学又は高等

専門学校を卒業し

た者で、その後一

年以上労働衛生の

実務に従事した経

験を有するもの 
二 学校教育法に

よる高等学校又は

中等教育学校を卒

業した者で、その

後三年以上労働衛

生の実務に従事し

た経験を有するも

の 
三 船員法（昭和

二十二年法律第百

号）第八十二条の

二第三項の衛生管

理者適任証書の交

付を受けた者で、

その後一年以上労

働衛生の実務に従

事した経験を有す

る も の 
四 その他厚生労

働大臣が定める者 

学科試験 
イ 労働衛生（有害
業務に係るものと係
らないものの双方） 
ロ 労働生理 
ハ  関係法令（有害
業務に係るものと係
らないものの双方） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

一 受験資格の欄第三

号に掲げる者 
二 第二種衛生管理者

免許を受けた者 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

労働生理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
１の２ 第二種衛生管理者免許試験 

受験資格  試験科目  
試験科目の免除を受け

ることができる者 
免除する試験科

目  

一 学校教育法に

よる大学又は高等

学科試験 
イ 労働衛生（有害

受験資格の欄第三号に

掲げる者 

労働生理 
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専門学校を卒業し

た者で、その後一

年以上労働衛生の

実務に従事した経

験を有するもの 
二 学校教育法に

よる高等学校又は

中等教育学校を卒

業した者で、その

後三年以上労働衛

生の実務に従事し

た経験を有するも

の 
三 船員法第八十

二条の二第三項の

衛生管理者適任証

書の交付を受けた

者で、その後一年

以上労働衛生の実

務に従事した経験

を有するもの 
四 その他厚生労

働大臣が定める者 

業務に係らないもの
のみ） 
ロ 労働生理 
ハ  関係法令（有害
業務に係らないもの
のみ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
２ ガス溶接作業主任者免許試験 

受験資格  試験科目  
試験科目の免除を受け

ることができる者 
免除する試験科

目  

  

学科試験 
イ アセチレン溶接

装置及びガス集合溶

接装置に関する知識 
ロ アセチレンその

他の可燃性ガス、カ

ーバイド（＊）及び

酸素に関する知識 
ハ ガス溶接等の作

業に関する知識 
ニ 関係法令 

一 安衛則別表第 4 ガ

ス溶接作業主任者免許

の項第一号ロからヘま

でに掲げる者（ヘに掲

げる者にあつては、一

級の技能検定に合格し

た者に限る。） 
二 その他厚生労働大

臣が定める者 
 
  

一 アセチレン

溶接装置及びガ

ス集合溶接装置

に関する知識 
二 アセチレン

その他の可燃性

ガス、カーバイ

ド及び酸素に関

する知識 
  

（＊）カーバイド：水と作用させてアセチレンガスを発生させる等に使用する炭化カルシ

ウム。 
  

－1996－
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３ 林業架線作業主任者免許試験 

受験資格  試験科目  
試験科目の免除を受け

ることができる者 
免除する試験科

目 

  

学科試験 
イ 機械集材装置及

び運材索道に関する

知識 
ロ 林業架線作業に

関する知識 
ハ 林業架線作業に

必要な力学に関する

知識 
ニ 関係法令 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

一 学校教育法による

大学、高等専門学校、

高等学校又は中等教育

学校において力学に関

する講座又は学科を修

めて卒業した者（大学

改革支援・学位授与機

構により学士の学位を

授与された者（当該講

座又は学科を修めた者

に限る。）若しくはこれ

と同等以上の学力を有

すると認められる者又

は当該講座若しくは学

科を修めて専門職大学

前期課程を修了した者

を含む。） 
二 その他厚生労働大

臣が定める者 

林業架線作業に

必要な力学に関

する知識 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
４ 発破技士免許試験 

受験資格  試験科目  
試験科目の免除を受ける

ことができる者 
免除する試験科

目  

  

学 科 試 験 
イ  火 薬 類 の 知 識 
ロ  火薬類の取扱い 
ハ 発破の方法     

  
５ 揚貨装置運転士免許試験 

受験資格  試験科目  
試験科目の免除を受け

ることができる者 
免除する試験科

目  

  

一 学科試験 
イ揚貨装置に関する

知識 
ロ原動機及び電気に

関する知識 
ハ揚貨装置の運転の

クレーン・デリック運

転士免許又は移動式ク

レーン運転士免許を受

けた者 
 
 

一 学科試験の

うち、次の科目 
イ 原動機及び

電気に関する知

識 
ロ 揚貨装置の
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ために必要な力学に

関する知識 
ニ 関係法令 
二 実技試験 
イ揚貨装置の運 転 
ロ揚貨装置の運転の

ための合図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
  

運転のために必

要な力学に関す

る 知 識 
二 実技試験の

うち、揚貨装置

の運転のための

合図 

揚貨装置運転実技教習

を修了した者で、修了

した日から起算して一

年を経過しないもの 

実技試験の科目

の全部 
  

床上操作式クレーン運

転技能講習、小型移動

式クレーン運転技能講

習又は玉掛け技能講習

を修了した者 

実 技 試 験 の う

ち、揚貨装置の

運転のための合

図 
  

一 当該免許試験を行

う都道府県労働局長が

行つた前回の揚貨装置

運転士免許試験の学科

試験に合格した者 
二 当該免許試験を行

う指定試験機関が行つ

た揚貨装置運転士免許

試験の学科試験に合格

した者で、当該学科試

験が行われた日から起

算して一年を超えない

もの 

学科試験の科目

の全部 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
６ 高圧室内作業主任者・潜水士免許試験（高圧則第 47 条～第 54 条） 
受験資格 
 

試験科目 
 

試験科目の免除を受け

ることができる者 
免除する試験科目 
 

 ①高圧室内作業主任者 
圧気工法 
送気及び排気 
高気圧障害 
関係法令 

  

 ②潜水士 
潜水業務 
送気、潜降及ぶ浮上 
高気圧障害 
関係法令 

  

－1998－
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７ 特級ボイラー技士、一級ボイラー技士、二級ボイラー技士、特別ボイラー

溶接士、普通ボイラー溶接士、ボイラー整備士（ボイラー則第 97 条～第 118
条） 
受験資格 
 

試験科目 
 

試験科目の免除を受け

ることができる者 
免除する試験科目 
 

①特級ボイラー技

士 
イ 一級ボイラー

技士免許を受けた

者 
ロ 学校教育法に

よる大学又は高等

専門学校において

ボイラーに関する

講座又は学科目を

修めて卒業した者

で、その後二年以

上ボイラーの取扱

いについて実地修

習を経たもの 
ハ イ又はロに掲

げる者のほか、厚

生労働大臣が定め

る者 

一 ボイラーの構造に

関する知識 
二 ボイラーの取扱い

に関する知識 
三 燃料及び燃焼に関

する知識 
四 関係法令 

試験科目の一部の科目

について合格点を得た

者（当該合格点を得た

科目の試験が行われた

月の翌月の初めから起

算して二年以内に実施

される試験を受ける者

に限る。） 

当該合格点を得た

科目 

②一級ボイラー技

士 
イ 二級ボイラー

技士免許を受けた

者 
ロ 学校教育法に

よる大学、高等専

門学校、高等学校

又は中等教育学校

においてボイラー

に関する学科を修

め て 卒 業 し た 者

で、その後一年以

上ボイラーの取扱

いについて実地修

習を経たもの 
ハ イ又はロに掲

げる者のほか、厚

生労働大臣が定め

る者 

一 ボイラーの構造に

関する知識 
二 ボイラーの取扱い

に関する知識 
三 燃料及び燃焼に関

する知識 
四 関係法令 

  

③二級ボイラー技 一 ボイラーの構造に   
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士 関する知識 
二 ボイラーの取扱い

に関する知識 
三 燃料及び燃焼に関

する知識 
四 関係法令 

④特別ボイラー溶

接士 
普通ボイラー溶接

士 免 許 を 受 け た

後、一年以上ボイ

ラー又は第一種圧

力容器の溶接作業

の経験がある者 

学科試験 
一 ボイラーの構造及

びボイラー用材料に関

する知識 
二 ボイラーの工作及

び修繕方法に関する知

識 
三 溶接施行方法の概

要に関する知識 
四 溶接棒及び溶接部

の性質の概要に関する

知識 
五 溶接部の検査方法

の概要に関する知識 
六 溶接機器の取扱方

法に関する知識 
七 溶接作業の安全に

関する知識 
八 関係法令 
実技試験 
突合せ溶接 

  

⑤普通ボイラー溶

接士 
一年以上溶接作業

の経験がある者 

学科試験 
一 ボイラーの構造及

びボイラー用材料に関

する知識 
二 ボイラーの工作及

び修繕方法に関する知

識 
三 溶接施行方法の概

要に関する知識 
四 溶接棒及び溶接部

の性質の概要に関する

知識 
五 溶接部の検査方法

の概要に関する知識 
六 溶接機器の取扱方

法に関する知識 
七 溶接作業の安全に

関する知識 
八 関係法令 
実技試験 
突合せ溶接 
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⑥ボイラー整備士 
一 令第二十条第

五号の業務の補助

の業務に六月以上

従事した経験を有

する者 
二 ボイラー（令

第二十条第五号イ

からニまでに掲げ

るボイラーのうち

小型ボイラーを除

いたものをいう。）

の整備の業務又は

第 一 種 圧 力 容 器

（令第六条第十七

号イ又はロに掲げ

る第一種圧力容器

のうち小型圧力容

器を除いたものを

いう。）の整備の業

務に六月以上従事

した経験を有する

者 
三 第九十七条第

三号ロに掲げる者 

一 ボイラー及び第一

種圧力容器に関する知

識 
二 ボイラー及び第一

種圧力容器の整備の作

業に関する知識 
三 ボイラー及び第一

種圧力容器の整備の作

業に使用する器材、薬

品等に関する知識 
四 関係法令 

  

  
８ エックス線作業主任者、ガンマ線透過写真撮影作業主任者（電離則第 46
条～第 52 条の 4） 
受験資格 
 

試験科目 
 

試験科目の免除を受け

ることができる者 
免除する試験科目 
 

①エックス線作業

主任者 
一 エックス線の管理

に関する知識 
二 エックス線の測定

に関する知識 
三 エックス線の生体

に与える影響に関する

知識 
四 関係法令 

一 放射性同位元素等

の規制に関する法律第

三十五条第一項の第二

種放射線取扱主任者免

状の交付を受けた者 
 

二 エックス線の

測定に関する知識 
三 エックス線の

生体に与える影響

に関する知識 

二 ガンマ線透過写真

撮影作業主任者免許試

験に合格した者 

三 エックス線の

生体に与える影響

に関する知識 
 

②ガンマ線透過写

真撮影作業主任者 
一 ガンマ線による透

過写真の撮影の作業に

関する知識 

エックス線作業主任者

免許試験に合格した者 
三 ガンマ線の生

体に与える影響に

関する知識 

－2001－



 分担報告書（大藪、只野、近藤、三柴） 

二 ガンマ線照射装置

に関する知識 
三 ガンマ線の生体に

与える影響に関する知

識 
四 関係法令 

 

  
９ クレーン・デリック運転士、移動式クレーン運転士（クレーン則第 223 条

～第 234 条） 
受験資格 
 

試験科目 
 

試験科目の免除を受け

ることができる者 
免除する試験科目 
 

①クレーン・デリ

ック運転士 
＜学科試験＞ 
一 クレーン及びデリ

ックに関する知識 
二 原動機及び電気に

関する知識 
三 クレーンの運転の

ために必要な力学に関

する知識 
四 関係法令 
＜実技試験＞ 
一 クレーンの運転 
二 クレーンの運転の

ための合図 

一 クレーン運転実技

教習（床上運転式クレ

ーンを用いて行うもの

を除く。）を修了した者

で、その修了した日か

ら起算して一年を経過

しないもの 
二 鉱山においてつり

上げ荷重が五トン以上

のクレーン（床上操作

式クレーン及び床上運

転式クレーンを除く。）

の運転の業務に一月以

上従事した経験を有す

る者 

＜実技試験＞の全

部 

一 都道府県労働局長

が行つた前回のクレー

ン・デリック運転士免

許試験の学科試験に合

格した者 
二 指定試験機関が行

つたクレーン・デリッ

ク運転士免許試験の学

科試験に合格した者

で、当該学科試験が行

われた日から起算して

一年を超えないもの 

＜学科試験＞の全

部 

一 床上運転式クレー

ンを用いて行うクレー

ン運転実技教習を修了

した者で、その修了し

た日から起算して一年

を経過しないもの 

＜実技試験＞ 
一 クレーンの運

転（床上運転式ク

レーンを用いて行

うものに限る。） 
二 クレーンの運

－2002－



 分担報告書（大藪、只野、近藤、三柴） 

二 鉱山においてつり

上げ荷重が五トン以上

の床上運転式クレーン

の運転の業務に一月以

上従事した経験を有す

る者 

転のための合図 

床上運転式クレーンに

限定したクレーン・デ

リック運転士免許を受

けた者 

＜学科試験＞ 
一 クレーン及び

デリックに関する

知識（クレーンに

係 る 部 分 に 限

る。） 
二 原動機及び電

気に関する知識 
三 クレーンの運

転のために必要な

力学に関する知識 
四 関係法令（ク

レーンに係る部分

に限る。） 
＜実技試験＞ 
二 クレーンの運

転のための合図 
クレーンに限定したク

レーン・デリック運転

士免許を受けた者 

＜学科試験＞ 
一 クレーン及び

デリックに関する

知識（クレーンに

係 る 部 分 に 限

る。） 
二 原動機及び電

気に関する知識 
三 クレーンの運

転のために必要な

力学に関する知識 
四 関係法令（ク

レーンに係る部分

に限る。） 
＜実技試験＞の全

部 
移動式クレーン運転士

免許又は揚貨装置運転

士免許を受けた者 

＜学科試験＞ 
三 クレーンの運

転のために必要な

力学に関する知識 
＜実技試験＞ 
二 クレーンの運

転のための合図 
床上操作式クレーン運

転技能講習、小型移動

＜実技試験＞ 
二 クレーンの運

－2003－



 分担報告書（大藪、只野、近藤、三柴） 

式クレーン運転技能講

習又は玉掛け技能講習

を修了した者 

転のための合図 

②移動式クレーン

運転士 
＜学科試験＞ 
一 移動式クレーンに

関する知識 
二 原動機及び電気に

関する知識 
三 移動式クレーンの

運転のために必要な力

学に関する知識 
四 関係法令 
＜実技試験＞ 
一 移動式クレーンの

運 転 
二 移動式クレーンの

運転のための合図 

一 移動式クレーン運

転実技教習を修了した

者で、その修了した日

から起算して一年を経

過しないもの 
二 鉱山においてつり

上げ荷重が五トン以上

の移動式クレーンの運

転の業務に一月以上従

事した経験を有する者 

＜実技試験＞の全

部 

一 都道府県労働局長

が行つた前回の移動式

クレーン運転士免許試

験の学科試験に合格し

た者 
二 指定試験機関が行

つた移動式クレーン運

転士免許試験の学科試

験に合格した者で、当

該学科試験が行われた

日から起算して一年を

超えないもの 

＜学科試験＞の全

部 

クレーン・デリック運

転士免許又は揚貨装置

運転士免許を受けた者 

＜学科試験＞ 
二 原動機及び電

気に関する知識 
三 移動式クレー

ンの運転のために

必要な力学に関す

る知識 
＜実技試験＞ 
二 移動式クレー

ンの運転のための

合図 
床上操作式クレーン運

転技能講習、小型移動

式クレーン運転技能講

習又は玉掛け技能講習

を修了した者 

＜実技試験＞ 
二 移動式クレー

ンの運転のための

合図 
 

 
  

－2004－



 分担報告書（大藪、只野、近藤、三柴） 

参考４ 技能講習に関連する用語等 
  

１ 木材加工用機械作業主任者 
木材加工用機械による災害は、鋸刃（のこば）など切削工具に手、指等が接触するもの、

加工中の材又は木片が反発又は逆走して身体に飛来・激突するものが主なものである。 

この災害を防止するためには、刃の接触予防装置、反発予防装置などの安全装置の適正

な取り付けが必要である。 

木材加工用機械（携帯用を除く丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルータ

ー）を 5 台以上（自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合は 3 台以上）有する事業場に

おいて木材加工機械による作業を行う場合、木材加工用機械作業主任者を選任し、法定の

事項を行わせなければならない（安衛則第 129条、第 130条）。 

 

ア 丸のこ盤 

 
 
（ 厚 生 労 働 省 ， 職 場 の あ ん ぜ ん サ イ ト
（https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/sai_det.aspx?joho_no=582 最終閲覧日：2019 年
10月 3 日）より） 
 

－2005－



 分担報告書（大藪、只野、近藤、三柴） 

イ 帯のこ盤、自動送材車式帯のこ盤 

 
（イラスト：辻井タカヒロ氏） 

 

－2006－



 分担報告書（大藪、只野、近藤、三柴） 

ウ かんな盤                    

 

（イラスト：辻井タカヒロ氏） 

 

エ 面取り盤 

 

－2007－



 分担報告書（大藪、只野、近藤、三柴） 

（ 有 限 会 社 ヤ ス イ 機 工 の WEB サ イ ト （ https://www.yasui-

k.com/contents/archives/category/toriatsukai-item/used_woodworking_machine 最終閲

覧日 2022年 3月 4日）） 

 

オ ルーター 

 

（ 有 限 会 社 玉 置 機 械 商 会 の WEB サ イ ト

（http://www.tamak.jp/tmk/tyukokikai/detail/tk8/最終閲覧日 2022年 3月 4日）） 

 

－2008－



 分担報告書（大藪、只野、近藤、三柴） 

＜木工機械の安全装置＞ 

 

（労働省労働基準局安全衛生部編『労働安全衛生規則の逐条詳解（第 2 巻）<安全基準編
②>』（中央労働災害防止協会、1993 年（平成 5 年）51、57、58頁）） 
  

２ プレス機械作業主任者 
プレス機械による災害の大部分は、スライドの下降中、金型間に手指を入れ、その金型

により手指を負傷するものであり、そのほとんどは後遺障害となる。  

プレス機械を 5台以上有する事業場において行うプレス機械による作業については、プ

レス機械作業主任者を選任し、法定の事項を行わせなければならない（安衛則第 133条、

第 134条）。 

－2009－



 分担報告書（大藪、只野、近藤、三柴） 

プレス機械の安全装置には、ガード式、両手操作式（レバー式、押しボタン式等）、光

線式、手引き式、手払い式及びこれらの組み合わせ型等その種類は多い。 

 

＜プレス機械の安全装置＞ 

 

（労働省労働基準局安全衛生部編『労働安全衛生規則の逐条詳解（第 2 巻）<安全基準編

②>』（中央労働災害防止協会、1993年（平成 5年）81頁） 

 

－2010－



 分担報告書（大藪、只野、近藤、三柴） 

３ 乾燥設備作業主任者 
乾燥設備とは、熱源を用いて加熱乾燥する次の乾燥室及び乾燥器をいう。 

(1)施行令別表第 1に掲げる危険物等に係る設備で、内容積が 1ｍ3以上のもの 

(2) (1)の危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの（固体燃

料の場合毎時 10 ㎏以上、液体燃料の場合毎時 10L 以上、気体燃料の場合毎時 1ｍ3 以上で

あるもの）又は熱源として電力を使用するもの（定格消費電力が 10Kw以上のもの）  

乾燥設備による物の過熱の作業については、乾燥設備作業主任者を選任し、法定の事項

を行わせなければならない（安衛則第 297条、第 298条） 

 

 ア 乾燥設備 

 
（ 熱 研 産 業 株 式 会 社 の WEB サ イ ト （ https://www.nekken-

sangyo.co.jp/product/fireplace/indirect.html最終閲覧日 2022年 3月 5日）） 

  

４ コンクリート破砕器作業主任者 
コンクリート破砕器は、建築物の基礎の撤去や宅地造成などで使用するために開発され

た火薬を用いた火工品であり、爆薬による発破と比較した場合に騒音、振動、飛石などが

少なく安全性は高い。 

コンクリート破砕機を用いて行う破砕の作業については、コンクリート破砕器作業主任

者を選任し、法定の事項を行わせなければならない（安衛則第 321 条の 3、第 321 条の

4） 

 

－2011－



 分担報告書（大藪、只野、近藤、三柴） 

コンクリート破砕器 

  

（株式会社クキタの WEB サイト（http://www.kukita.co.jp/u-kit/superwedge.html 最終

閲覧日：2022年 11月 13日）） 

  

５ 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者 
 (1) 地山の掘削作業 
地山の掘削（明り掘削）及びこれに伴う土石の運搬等の作業においては、土工、法工、

基礎工、土止め等の作業が大部分を占める。 

土木工事においては、必ず明かり掘削作業が行われ、また、建築工事においても、基礎

工事、根切工事等は明り掘削の作業を多く含んでいる。 

地山の崩壊または落下の防止のためには、基準に合致した掘削面の勾配及び高さで行わ

せること、手掘りによる作業ではすかし掘り（垂直に近く切り立つ面の最下部を掘り込む

こと）を行わせないこと、上下水管やケーブルを敷設するため地面下へ掘り下げる場合に

は、擁壁の崩壊を防止するため措置を講じること等が重要である。 

掘削面の高さが 2 メートル以上となる地山の掘削の作業については、地山の掘削作業主

任者を選任し、法定の事項を行わせなければならない（安衛則第 359条、第 360条）。 

 

 ア 地山の掘削 
 

－2012－



 分担報告書（大藪、只野、近藤、三柴） 

 

（建設業労働災害防止協会北海道支部の WEB サイト（ https://www.kensaibou-

hokkaido.jp/contents/workshop-info/detail/003.html最終閲覧日 2022年 3月 5日）） 

 

－2013－



 分担報告書（大藪、只野、近藤、三柴） 

【透かし掘り】 

 

（マサトーのブログ（https://ameblo.jp/323masato/entry-12159909037.html 最終閲覧日

2022年 3月 5日）） 

 

 

(2) 土止め支保工作業 
土止め支保工とは、土砂または岩石の崩壊または落下を防止するために設ける架設の構

造物である。 

土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業については、土止め

支保工作業主任者を選任し、法定の事項を行わせなければならない（安衛則第 374 条、第

375 条）。 

ア 土止め支保工 
 

－2014－



 分担報告書（大藪、只野、近藤、三柴） 

 

（労働省労働基準局安全衛生部編『労働安全衛生規則の逐条詳解（第 5 巻）<安全基準編

④>』（中央労働災害防止協会、1993年（平成 5年）32頁） 

 

６ ずい道等の掘削等作業主任者 
ずい道は、用途別から、道路・鉄道等の交通用、かんがい・発電等の水路用、上下水道

および電線路等の公益事業用トンネルなどに大別され、施工場所からは、山岳、都市、水

底トンネルに、また、施工法からは、山岳工法、開削工法、シールド工法、沈埋工法など

に分類される。 

ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工の組立て、ロツクボルト

の取付け、コンクリート等の吹付けの作業については、ずい道等の掘削等作業主任者を選

任し、法定の事項を行わせなければならない（安衛則第 383条の 2、第 383条の 3）。 

－2015－



 分担報告書（大藪、只野、近藤、三柴） 

 ア ずい道支保工 

 

（株式会社サンレックの WEB サイト（https://www.sunrec.co.jp/products_detail02_04/

最終閲覧日 2022 年 3月 5日）） 

 

イ ロックボルト 

 

（ ア イ テ ィ メ デ ィ ア 株 式 会 社 が 運 営 す る BUILT の WEB サ イ ト

－2016－



 分担報告書（大藪、只野、近藤、三柴） 

（https://built.itmedia.co.jp/bt/articles/2002/12/news015.html（但し、大成建設が

出典との表記あり）最終閲覧日 2022年 3月 5日）） 

 

 ウ コンクリート等の吹付けの作業 
コンクリート等吹付作業においては、粉じん障害を防止するための対策を講じることが

求められている（「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」（平成

12年 12月 26日基発第 768号の２）等も参照されたい）。 

 

 

（建設業労働災害防止協会北海道支部の WEB サイト（ https://www.kensaibou-

hokkaido.jp/contents/workshop-info/detail/007.html最終閲覧日 2022年 3月 5日）） 

  

－2017－



 分担報告書（大藪、只野、近藤、三柴） 

  

（（ 一一 般般 社社 団団 法法 人人 ・・ 斜斜 面面 防防 災災 対対 策策 技技 術術 協協 会会 のの WWEEBB ササ イイ トト

（（hhttttppss::////wwwwww..jjaassddiimm..oorr..jjpp//ggiijjuuttssuu//ggaakkeekkuuzzuurree__jjoohhoo//sseekkkkeeii//hhuukkiittuukkee//iinnddeexx..hhttmmll 最最

終終閲閲覧覧日日 22002222年年 33月月 55 日日））））  

 

７ ずい道等の覆工作業主任者 
ずい道等の覆工作業とは、トンネル工事の工程の一つで、掘削した横穴を内側から補

強する作業をいう。ずい道等の覆工作業主任者は、作業方法と労働者の配置の決定、作

業の指揮、器具、工具、安全帯、保護帽の点検、安全帯や保護帽の使用状況の監視等を

行う。同じトンネル工事に関連する資格として、ずい道等の掘削等作業主任者があるが、

こちらはずい道の掘削の指導、岩盤や肌落ち防止の指導などを行う。 

ずい道等の覆工（ずい道型枠支保工の組立て→コンクリートの打設→支保工の解体→

移動）の作業については、ずい道等の覆工等作業主任者を選任し、法定の事項を行わせ

なければならない（安衛則第 383 条の 4、第 383条の 5）。 

（ずい道型枠支保工は「６ ずい道等の掘削等作業主任者」項参照。） 

 

【ずい道の覆工】 
 

－2018－



 分担報告書（大藪、只野、近藤、三柴） 

 

（ 建 設 業 労 働 災 害 防 止 協 会 北 海 道 の WEB サ イ ト （ https://www.kensaibou-

hokkaido.jp/contents/workshop-info/detail/008.html 最終閲覧日：2022 年 11 月 13

日）） 

 

８ 型枠支保工の組立て等作業主任者 
型枠支保工とは、建設物におけるスラブ、桁等のコンクリートの打設に用いる型枠を

支持する仮設の設備をいい、支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成される。

コンクリートの型崩れを防止するため、型枠支保工には強度が求められるため、荷重を

計算して適切な部材を選ばなければならない。  

型枠支保工の組立て又は解体の作業については、型枠支保工の組立て等作業主任者を

選任し、法定の事項を行わせなければならない（安衛則第 246条、第 247条）。 
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（CHANNEL 若のブログ（https://ameblo.jp/architechno/entry-10864917165.html（株式

会社アーキテクノからの引用を示す記載があるが、この図を示すものかは不明）最終閲覧

日 2022 年 3月 5日）） 

  

９ 足場の組立て等作業主任者 
つり足場（ゴンドラのつり足場を除く。）、張出し足場又は高さが 5 メートル以上の

構造の足場の組立て、解体又は変更の作業については、足場の組立て等作業主任者を選

任し、法定の事項を行わせなければならない（安衛則第 560条、第 561条）。 
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ア 足場 

 

（ 一 般 財 団 法 人 ・ 中 小 建 設 業 特 別 教 育 協 会 の WEB サ イ ト

（https://www.tokubetu.or.jp/text_ashiba/text_ashiba1-2c.html 最終閲覧日 2022 年 3

月 5日）） 

 

イ つり足場 
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（株式会社朝島組のウェブサイト（http://asajima-gumi.co.jp/post-637/最終閲覧日：2019
年 11月 12 日）より） 
 

ウ 張出し足場 
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（リーラック機材株式会社の WEB サイト（http://lealuck.co.jp/index.html 最終閲覧日

2022年 3月 5日）） 

 

１０ 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 
建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるもの（その高さが 5 メ

ートル以上であるもの）の組立て、解体又は変更の作業については、建築物等の鉄骨の組

立て等作業主任者を選任し、法定の事項を行わせなければならない（安衛則第 517 条の 4、

第 517条の 5）。 

 

（建設業労働災害防止協会北海道支部の WEB サイト（ https://www.kensaibou-

hokkaido.jp/contents/workshop-info/detail/006.html最終閲覧日 2022 年 3月 5日）） 

  

１１ 鋼橋架設等作業主任者 
橋梁の上部構造であって、金属製の部材により構成されるもの（その高さが 5m 以上で

あるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が 30m 以上であるもの）の架設、解体又は変

更の作業については、鋼橋仮設等作業主任者を選任し、法定の事項を行わせなければなら

ない（安衛則第 517条の 8、第 517条の 9）。 
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（建設業労働災害防止協会北海道支部の WEB サイト（ https://www.kensaibou-

hokkaido.jp/contents/workshop-info/detail/009.html最終閲覧日 2022 年 3月 5日）） 

 

１２ コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 
コンクリート造の工作物（その高さが 5 メートル以上であるもの）の解体又は破壊の作

業については、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任し、法定の事項を行わ

せなければならない（安衛則第 517条の 17、第 517条の 18）。 

 

（株式会社丸利根アペックスの WEB サイト（ https://www.marutone.co.jp/works-

details026.html最終閲覧日 2022年 3月 5日）） 

 

１３ コンクリート橋架設等作業主任者 
橋梁の上部構造であって、コンクリート造のもの（その高さが 5 メートル以上であるも

の又は当該上部構造のうち橋梁の支間が 30m 以上であるもの）の架設又は変更の作業につ

いては、コンクリート橋架設等作業主任者を選任し、法定の事項を行わせなければならな

い（安衛則第 517 条の 22、第 517 条の 23）。 
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（建設業労働災害防止協会北海道支部の WEB サイト（ https://www.kensaibou-

hokkaido.jp/contents/workshop-info/detail/010.html最終閲覧日 2022 年 3月 5日）） 

 

１４ 採石のための掘削作業主任者 
掘削面の高さが 2m 以上となる岩石の採取のための掘削の作業については、採石のため

の掘削作業主任者を選任し、法定の事項を行わせなければならない（安衛則第 403 条、第

404 条）。 

 

(株式会社真興産業の WEB サイト（http://www.shinko-industry.co.jp/yama.html 最終閲

覧日 2023年 3月 5日）) 

 

１５ はい作業主任者 
はい作業とは、粉状の物や粒状の物以外の物、例えば、袋物、林業で伐採した原木、製
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造業で製造した製品等の荷を、「はい付け」（積み上げ）、「はい崩し」（積み下ろし）、

「はい替え」（積み替え）する作業のことをいう。はいは、漢字で“掽”と書き、倉庫、

上屋、または土場に積み重ねられた荷の集団を指す（コベルコ教習所の WEB サイト

（https://www.kobelco-kyoshu.com/haisagyo_special最終閲覧日 2022年 3月 6日））。 

高さが 2m 以上のはいのはい付け又ははい崩しの作業（荷役機械の運転者のみによつて

行われるものを除く。）については、はい作業主任者を選任し、法定の事項を行わせなけ

ればならない（安衛則第 428条、第 429条）。 

 

＜はい積みの例＞ 

 

（キャタピラー教習所の WEB サイト（https://cot.jpncat.com/know/?no=23 最終閲覧日

2022年 3月 5日）） 

 

１６ 船内荷役作業主任者 
船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業については、

総トン数 500 トン未満の船舶において揚貨装置を用いないで行うものを除き（ただし例外

的に適用される場合あり）、船内荷役作業主任者を選任し、法定の事項を行わせなければ

ならない（安衛則第 450条、第 451条）。 
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（泉海陸作業株式会社の WEB サイト（https://izumikairiku.com/ship/最終閲覧日 2022

年 3月 6日）） 

 

１７ 木造建築物の組立て等作業主任者 
軒の高さが 5m 以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは

外壁下地の取付けの作業については、造建築物の組立て等の作業主任者を選任し、法定の

事項を行わせなければならない（安衛則第 517条の 12、第 517条の 13）。 

 

ア 木造建築物の構造部材 

 

（株式会社日本総合住設の WEB サイト（https://nippon-sj.com/construction-1/最終閲

覧日 2022年 3月 5日）） 

 

【屋根下地・外壁下地】 
以下の図の垂木・野地板・ルーフィングが屋根下地 
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（株式会社神清の WEB サイト（https://kamisei.co.jp/news/23991 最終閲覧日 2022 年 3

月 6日）） 

 

（Rios の WEB サイト（https://seiri-diy.com/archives/2598 最終閲覧日 2022 年 3 月 6

日）） 
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１８ 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者 
化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業については、第一種圧力容器取扱作業

主任者を選任し、次の事項を行わせなければならない（ボイラー則第 62条前段、第 63

条）。 

一 最高使用圧力を超えて圧力を上昇させないこと。 

二 安全弁の機能の保持に努めること。 

三 第一種圧力容器を初めて使用するとき、又はその使用方法若しくは取り扱う内容物

の種類を変えるときは、労働者にあらかじめ当該作業の方法を周知させるとともに、

当該作業を直接指揮すること。 

四 第一種圧力容器及びその配管に異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずるこ

と。 

五 第一種圧力容器の内部における温度、圧力等の状態について随時点検し、異常を認

めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。 

六 第一種圧力容器に係る設備の運転状態について必要な事項を記録するとともに、交

替時には、確実にその引継ぎを行うこと。 

  

１９ 普通第一種圧力容器取扱作業主任者 
化学設備に係わらない第一種圧力容器の取扱いの作業については、特級ボイラー技士、

一級ボイラー技士若しくは二級ボイラー技士又は化学設備関係第一種圧力容器取扱作業

主任者技能講習若しくは普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者のう

ちから、第一種圧力容器取扱作業主任者を選任しなければならない。 

（実施すべき事項：「１８ 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者」に同じ） 

 

２０ 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 
特定化学物質の製造、取扱作業については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主

任者技能講習（特別有機溶剤業務に係る作業にあって有機溶剤作業主任者技能講習）を

修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任し、次の事項を行わせなければ

ならない（特化則第 27条、第 28 条）。 

一 作業に従事する労働者が特定化学物質により汚染され、又はこれらを吸入しないよ

うに、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。 

二 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理

装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期

間ごとに点検すること。 

三 保護具の使用状況を監視すること。 

四 タンクの内部において特別有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第三十八条の
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八において準用する有機則第二十六条各号に定める措置（タンク内で労働者を有機溶

剤業務に従事させる場合に講ずべき措置［開口部の開放、汚染した場合等に身体を洗

浄させること等］）が講じられていることを確認すること。 

 

【除じん装置の例】 

 
（ティー・アイ・トレーディング株式会社の WEB サイト（https://t-i-trading.co.jp/最

終閲覧日 2022年 3月 6日）） 

 

【排ガス装置の例】 
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（ 田 端 機 械 工 業 株 式 会 社 の WEB サ イ ト

（https://www.tabatakikai.co.jp/products/exhaust-gas/最終閲覧日 2022 年 3 月 6

日）） 

 

２１ 鉛作業主任者 
鉛業務（鉛の製錬や精錬工程での焙焼、焼結、溶鉱の業務等のほか施行令所定の業

務）の作業については、鉛作業主任者技能講習を修了した者のうちから鉛作業主任者を

選任し、次の事項を行なわせなければならない（鉛則第 33条、第 34条）。 

一 鉛業務に従事する労働者の身体ができるだけ鉛等又は焼結鉱等（鉛の製錬又は精錬

を行なう工程において生ずる焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さい等）により汚染

されないように労働者を指揮すること。 

二 鉛業務に従事する労働者の身体が鉛等又は焼結鉱等によつて著しく汚染されたこと

を発見したときは、すみやかに、汚染を除去させること。 

三 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置、排気筒及び除じん装置を

毎週一回以上点検すること。 

四 労働衛生保護具等の使用状況を監視すること。 

五 令別表第 4 第九号に掲げる鉛業務に労働者が従事するときは、第四十二条各号に定

める措置（鉛装置［粉状の鉛等又は焼結鉱等が内部に付着し、又はたい積している炉、

煙道、粉砕機、 乾燥器、除じん装置その他の装置］とそれ以外の装置の接続箇所の

遮断、鉛装置の内部の換気、鉛装置内部に付着／たい積している粉状の鉛等又は焼結

鉱等の湿潤等による発散防止、作業終了後の労働者の洗身）が講じられていることを

確認すること。 

 

２２ 有機溶剤作業主任者 
有機溶剤の作業については、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから、有

機溶剤作業主任者を選任し、次の事項を行わせなければならない（有機則第 19 条第 2 項、

第 20条）。 

一 作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、

作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。 

二 局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を一月を超えない期間ご

とに点検すること。 

三 保護具の使用状況を監視すること。 

四 タンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第二十六条各号に

定める措置（開口部の開放、汚染した場合等に身体を洗浄させること等）が講じられ

ていることを確認すること。 
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２３ 石綿作業主任者 
石綿を取り扱う作業については、石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから、

石綿作業主任者を選任し、次の事項を行わせなければならない（石綿則第 19 条、第 20

条）。 

一 作業に従事する労働者が石綿等の粉じんにより汚染され、又はこれらを吸入しない

ように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。 

二 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置その他労働者が健康障害を受

けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。 

三 保護具の使用状況を監視すること。 

 

２４ 酸素欠乏危険作業主任者、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 
酸素欠乏危険作業については、第一種酸素欠乏危険作業にあつては酸素欠乏危険作業主

任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、

第二種酸素欠乏危険作業にあつては酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了し

た者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任し、次の事項を行わせなければならない

（酸欠則第 11条）。 

なお、酸欠則は、酸欠危険のある作業場所を広く列挙して、対象範囲を定め、種々の防

止措置の確保を図っている。防止措置としては、作業環境測定を筆頭に、換気（による一

定の酸素濃度の確保と硫化水素濃度の抑制）、換気を行えない場合等に保護具を使用させ

ること、入退場者の点検、酸欠危険作業従事者以外の者の立入禁止、作業主任者の選任、

特に危険な酸欠危険作業（第一種酸欠危険作業）従事者に対する特別教育、退避、酸欠症

状による転落の防止措置等を規定している。 

一 作業に従事する労働者が酸素欠乏の空気を吸入しないように、作業の方法を決定し、

労働者を指揮すること。 

二 その日の作業を開始する前、作業に従事するすべての労働者が作業を行う場所を離

れた後再び作業を開始する前及び労働者の身体、換気装置等に異常があつたときに、

作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を測定すること。 

三 測定器具、換気装置、空気呼吸器等その他労働者が酸素欠乏症にかかることを防止

するための器具又は設備を点検すること。 

四 空気呼吸器等の使用状況を監視すること。 

 

２５ エックス線作業主任者、ガンマ線透過写真撮影作業主任者 
参考 2「８ エックス線作業主任者、ガンマ線透過写真撮影作業主任者」参照。 

  

２６ 床上操作式クレーン運転 
床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの
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運転の業務には、床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者を就業させねばならない

（クレーン則第 22条後段）。 

 

（イラスト：辻井タカヒロ氏） 

 

２７ 小型移動式クレーン運転 
つり上げ荷重が１トン以上 5 トン未満の移動式クレーンの運転の業務については、小型

移動式クレーン運転技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる（クレーン

則第 68条後段）。 

 

２８ ガス溶接 
参考 2「３ ガス溶接作業主任者」参照。 

 

２９ 最大荷重が 1 トン以上のフオークリフト、ショベルローダー、フォーク

ローダーの運転の業務 
最大荷重とは、フオークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させること

ができる最大の荷重をいう。 

フォークリフトはリフトする機能に特化しており、荷物の上げ下げに適している。フォ

ークローダーは積込の際にすくい上げることが可能で、リフト後に角度を持たせることに
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より、より安定して荷物を運搬することが可能（フォークリフトも角度をつけることが可

能だが、ローダーと比べて浅い）。 

なお、ここでいうフォークリフト、ショベルローダー、フォークローダー運転の業務は、

工場等で行う運転業務を指し、道路上を走行させる場合には、道路交通法に基づく免許が

必要である。 

 

ア フォークリフト  

 

 

（ピー・シー・エス株式会社のブログ（https://p-c-s.co.jp/blog/?p=27 最終閲覧日

2022年 3月 7日）） 
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イ フォークローダー 

 

（ 株 式 会 社 共 成 レ ン テ ム の WEB サ イ ト （ https://www.kyosei-

rentemu.co.jp/post_product/post_product-283/最終閲覧日 2022年 3月 7日）） 

 

３０ 車両系建設機械（整地・運搬・積込み用、掘削用）運転 
建設機械のうち、令別表第 7 に掲げる整地・運搬・積み込み用機械、掘削用機械、基礎

工事用機械、解体用機械の運転の業務を言う。 

なお、ここでいう建設機械運転の業務は、工事現場等で行う運転業務を指し、道路上を

走行させる  

 (1) 整地・運搬・積込み用機械 
整地・運搬・積込み用機械として令別表第 7 第 1 号は、ブル・ドーザー、モーター・グ

レーダー、トラクター・ショベル、ずり積機、スクレーパー、スクレープ・ドーザーを示

している。 

ア ブル・ドーザー 
前方に排土板を装備し、土砂、岩石などの掘削、押土、敷きならしを行う。 

 
（ コ マ ツ カ ス タ マ ー ズ サ ポ ー ト 株 式 会 社 の WEB サ イ ト
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（https://kcsj.komatsu/products/construction_machine/bulldozer_01.html 最終閲覧日

2022年 3月 7日）） 

 

イ モーター・グレーダー 
工事現場での整地、道路工事における路床・路盤の整地作業、除雪作業、路面や広場な

ど精度の高い整形や仕上げ、法面の切取りおよび仕上げ、L 形溝の掘削および整形などを

行う。 

 

（ コ マ ツ カ ス タ マ ー ズ サ ポ ー ト 株 式 会 社 の WEB サ イ ト

（https://kcsj.komatsu/products/construction_machine/motor_grader.html 最終閲覧日

2022年 3月 7日）） 

 

ウ トラクター・ショベル、ずり積機 
トラクター・ショベルには、クローラ式（キャタピラ）とホイール式（タイヤ）があり、

積み込み作業のほか、整地、溝堀り、材料運搬などにも利用される。  

ずり積機（シャフローダー）は、トンネルの切羽や砕石現場から“ずり”を搬出する機

械で、“ずり”の集積と搬出車両への積み込みを行う。 

 

【トラクター・ショベルの例】 
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（建設荷役作業安全技術協会の WEB サイト（http://www.sacl.or.jp/case/disaster/1715

最終閲覧日 2022 年 3月 7日）） 

 

【ずり積機（シャフローダー）の例】 

 

（ コ ト ブ キ 技 研 の WEB サ イ ト

（https://www.kemco.co.jp/pro_kenki/kenki_schaeffloader_top.html 最終閲覧日 2022

年 3月 7日）） 
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エ スクレーパー、スクレープ・ドーザー 
 スクレーパーとは、鉄製容器（土溜め）の前方下部に取り付けた刃板で路面を削って土

をすくい込み、運搬し、捨てる重機を指す。スクレーパー系機械は、掘削・積込・運搬・

敷均の一連の土工作業サイクルを 1 台でこなせる自己完結的な機械である。他の重機と比

べて一度に作業できる土工量が大きい反面、旋回性・掘削・積み込みの精度に劣る。スク

レープ・ドーザーは、ブルドーザとスクレーパの両方の機能を持つハイブリットマシンを

指す。特徴は、タイヤではなくクローラーで走行すること、ブレードの代わりに巨大なカ

ゴのような【ボウル】を装着していることの 2 点である（日本工学院テクノロジーカレッ

ジのブログ（http://blog18.neec.ac.jp/archives/52068896.html）、株式会社豊新興業

の（https://houshinkougyo.jp/archives/610）最終閲覧日 2022年 3月 7日））。 

 

【スクレーパーの例】 

 

（丸磯建設株式会社の WEB サイト（https://maruiso.com/public-works/machine/最終閲

覧日 2022年 3月 7日）） 
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【スクレープ・ドーザーの例】 

 

（ は た ら く 機 械 の 会 が ア ッ プ ロ ー ド し た youtube 動 画

（https://www.youtube.com/channel/UCQmcJcVcd5OhxPsAEnDFhSQ 最終閲覧日 2022 年 3 月

7日）） 

 

(2) 掘削用機械 
掘削用機械として令別表第 7 第 2 号は、パワー・ショベル、ドラグ・ショベル、ドラグ

ライン、クラムシェル、バッケット掘削機、トレンチャーを示している。 

 

ア パワー・ショベル、ドラグ・ショベル（バックホー） 
土木作業現場等で掘削作業や掘った土をダンプカーに載せる積込作業を行う。ショベル

部分を付け替えることで解体現場などでの破砕作業など行うことができる。なお、パワ

ー・ショベルとドラグ・ショベル（バックホー）に実質的な違いはなく、ショベルが進行

方向側を向いているならパワー・ショベル、手前を向いているならドラグ・ショベル（バ

ックホー）と呼ばれることが多いというにとどまる。 
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【ドラグ・ショベルの例】 

 

（ コ マ ツ カ ス タ マ ー サ ポ ー ト 株 式 会 社 の WEB サ イ ト

（https://kcsj.komatsu/products/construction_machine/excavator_02.html 最終閲覧日

2022年 3月 7日）） 

 

イ ドラグライン、クラムシェル 
クラムシェルが地面を「掘る」のに対し、ドラグラインはバケットを前方に投下して手

前にたぐり寄せる事で、土砂や砂利をかき取ることができる。 

 

【ドラグラインの例】 

 

（アールアイ株式会社の WEB サイト（https://r-i.jp/glossary/kana_ta/to/002231.html
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最終閲覧日 2022 年 3月 7日）） 

 

【クラムシェルの例】 

 

（建設荷役作業安全技術協会の WEB サイト（http://www.sacl.or.jp/case/disaster/1374

最終閲覧日 2022 年 3月 7日）） 

 

ウ バッケット掘削機   

 

（BuzzFeed 社の WEB サイト（https://www.buzzfeed.com/jp/kensukeseya/world-heavy-

equipment最終閲覧日 2022年 3月 7日）） 
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エ トレンチャー 

 

（マルマテクニカ株式会社の WEB サイト（https://maruma.co.jp/product/trencher/最終

閲覧日 2022 年 3月 7日）） 

 

３１ 機体重量が 3 トン以上の車両系建設機械（解体用）運転 
(1) 解体用機械 
ア ブレーカ 

 

（東空販売株式会社（https://www.toku-net.co.jp/product/breaker.html 最終閲覧日

2022年 3月 7日）） 

 

３２ 機体重量が 3 トン以上の車両系建設機械（基礎工事用）運転 
(1) 基礎工事用機械 
基礎工事用機械として令別表第 7 第 3 号は、くい打機、くい抜機、アースドリル、リバ

ース・サーキュレーション・ドリル、せん孔機、アース・オーガー、ペーパードレーン・

マシンを示している。 
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ア くい打機 

 

（イラスト：辻井タカヒロ氏） 
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イ くい抜機 

 

（ コ ベ ル コ 教 習 所 株 式 会 社 WEB サ イ ト （ https://www.kobelco-

kyoshu.com/licenses/index/最終閲覧日 2022年 3月 7日）） 

 

ウ アースドリル 

 

（ 丸 五 基 礎 工 業 株 式 会 社 の WEB サ イ ト

（https://www.marugokiso.co.jp/method/method_04.html 最終閲覧日 2022 年 3 月 8

日）） 
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エ アース・オーガー 

 

（ Direct Industry の WEB サ イ ト

（ https://www.directindustry.com/ja/prod/perforator/product-64632-1245781.html

（PERFORATOR社の製品）最終閲覧日 2022年 3月 8日）） 

 

３３ 最大積載量が 1 トン以上の不整地運搬車の運転の業務 
ここでいう不整地運搬車の運転の業務は、、工事現場等で行う運転業務を指し、道路上

を走行させる場合には、道路交通法に基づく免許が必要である。（道路上を走行させる運

転を除く。） 

 

（ 加 藤 製 作 所 群 馬 教 習 セ ン タ ー の WEB サ イ ト （ https://license.kato-

works.co.jp/course/14最終閲覧日 2022年 3月 8日）） 
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３４ 作業床の高さが 10 メートル以上の高所作業車の運転の業務 
ここでいう高所作業車の運転の業務は、、作業現場等で行う運転業務を指し、道路上を

走行させる場合には、道路交通法に基づく免許が必要である。（道路上を走行させる運転

を除く。） 

 

（株式会社カイノスの WEB サイト（https://www.mikawa-kainos.jp/item_detail/1045/最

終閲覧日 2022年 3月 8日）） 

  

３５ 玉掛け技能講習 
制限荷重が 1 トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が 1 トン以上のクレーン、移動式ク

レーン若しくはデリックの玉掛けの業務については、玉掛技能講習を終了した資格者でな

ければ行ってはならない。 

玉掛けとは、工場や建設現場などで重い荷物をクレーンで持ち上げる際に、フックに荷

物を掛けたり外したりする作業のことをいう。 
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（掛川クレーン学校（https://www.kakeji.com/crane/coures_skill03/最終閲覧日 2022

年 3月 8日）） 

 

３６ ボイラー取扱技能講習 
参考 2「５ 特級、1級、2級ボイラー技士」の(3)のカの項参照。 

 

参考 5 その他 
 
表 1 免許の種類及び取得方法（安衛法第 72 条・安衛則第 62 条・別表第 4） 

免許の種類 免許が与えられる者 

第一種衛生管理者免許 一 第一種衛生管理者免許試験に合格した者 

二 学校教育法による大学又は高等専門学校において、医学に関

する課程を修めて卒業した者（大学改革支援・学位授与機構によ

り学士の学位を授与された者（当該課程を修めた者に限る。）又

はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。） 

三 学校教育法による大学において、保健衛生に関する学科を専

攻して卒業した者（大学改革支援・学位授与機構により学士の学

位を授与された者（当該学科を専攻した者に限る。）若しくはこ

れと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻

して専門職大学前期課程を修了した者を含む。）で労働衛生に関

する講座又は学科目を修めたもの 

四 その他厚生労働大臣が定める者 

第二種衛生管理者免許 一 第二種衛生管理者免許試験に合格した者 

二 その他厚生労働大臣が定める者 

衛生工学衛生管理者免

許 

一 学校教育法による大学又は高等専門学校において、工学又は

理学に関する課程を修めて卒業した者（大学改革支援・学位授与

機構により学士の学位を授与された者（当該課程を修めた者に限

る。）若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又

は当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。）

で、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う衛生工学衛生管理

者講習を修了したもの 

二 その他厚生労働大臣が定める者 

高圧室内作業主任者免

許 

一 高圧室内業務に二年以上従事した者であつて、高圧室内作業

主任者免許試験に合格したもの 
二 高圧則第四十七条第二号に掲げる者 

ガス溶接作業主任者免

許 

一 次のいずれかに掲げる者であつて、ガス溶接作業主任者免許

試験に合格したもの 
イ ガス溶接技能講習を修了した者であつて、その後三年以上ガ

ス溶接等の業務に従事した経験を有するもの 
ロ 学校教育法による大学又は高等専門学校において、溶接に関

する学科を専攻して卒業した者（当該学科を専攻して専門職大学

前期課程を修了した者を含む。） 
ハ 学校教育法による大学又は高等専門学校において、工学又は

化学に関する学科を専攻して卒業した者（大学改革支援・学位授

与機構により学士の学位を授与された者（当該学科を専攻した者
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に限る。）若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる

者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含

む。）であつて、その後一年以上ガス溶接等の業務に従事した経

験を有するもの 
ニ 職業能力開発促進法第二十八条第一項の職業訓練指導員免許

のうち職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に

掲げる塑性加工科、構造物鉄工科又は配管科の職種に係る職業訓

練指導員免許を受けた者 
ホ 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通

職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第 2 の訓練科

の欄に定める金属加工系溶接科の訓練を修了した者であつて、そ

の後二年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの 
ヘ 職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる検

定職種のうち、鉄工、建築板金、工場板金又は配管に係る一級又

は二級の技能検定に合格した者であつて、その後一年以上ガス溶

接等の業務に従事した経験を有するもの 
ト 旧保安技術職員国家試験規則による溶接係員試験に合格した

者であつて、その後一年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を

有するもの 
チ その他厚生労働大臣が定める者 
二 職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校が行う同

法第二十七条第一項の指導員訓練のうち職業能力開発促進法施行

規則別表第九の訓練科の欄に掲げる塑性加工科又は溶接科の訓練

を修了した者 
三 その他厚生労働大臣が定める者 

林業架線作業主任者免

許 

一 林業架線作業の業務に三年以上従事した経験を有する者であ

つて、林業架線作業主任者免許試験に合格したもの 
二 学校教育法による大学又は高等専門学校において機械集材装

置及び運材索道に関する講座又は学科目を修めて卒業した者（当

該講座又は学科目を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含

む。）で、その後一年以上林業架線作業の業務に従事した経験を

有するもの 
三 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において機械集

材装置及び運材索道に関する講座又は学科目を修めて卒業した者

で、その後三年以上林業架線作業の業務に従事した経験を有する

もの 
四 その他厚生労働大臣が定める者 

特級ボイラー技士免許 一 一級ボイラー技士免許を受けた後、五年以上ボイラー（令第

二十条第五号イからニまでに掲げるボイラー及び小型ボイラーを

除く。以下この欄において同じ。）を取り扱つた経験がある者又

は当該免許を受けた後、三年以上ボイラー取扱作業主任者として

の経験がある者であつて、特級ボイラー技士免許試験に合格した

もの 
二 ボイラー則第百一条第一号ロ又はハに掲げる者で、特級ボイ

ラー技士免許試験に合格したもの 
一級ボイラー技士免許 一 二級ボイラー技士免許を受けた後、二年以上ボイラーを取り

扱つた経験がある者又は当該免許を受けた後、一年以上ボイラー

取扱作業主任者としての経験がある者であつて、一級ボイラー技
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士免許試験に合格したもの 
二 ボイラー則第百一条第二号ロ又はハに掲げる者で、一級ボイ

ラー技士免許試験に合格したもの 
二級ボイラー技士免許 一 ボイラー則第九十七条第三号イに掲げる者 

二 ボイラー則第九十七条第三号ロ及びハに掲げる者 
エツクス線作業主任者

免許 
一 エツクス線作業主任者免許試験に合格した者 
二 電離則第四十八条各号に掲げる者 

ガンマ線透過写真撮影

作業主任者免許 
一 ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験に合格した者 
二 電離則第五十二条の四各号に掲げる者 

特定第一種圧力容器取

扱作業主任者免許 
ボイラー則第百十九条第一項各号に掲げる者 

発破技士免許 一 次のいずれかに掲げる者であつて、発破技士免許試験に合格

したもの 
イ 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教

育学校において、応用化学、採鉱学又は土木工学に関する学科を

専攻して卒業した者（大学改革支援・学位授与機構により学士の

学位を授与された者（当該学科を専攻した者に限る。）若しくは

これと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専

攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。次号において同

じ。）であつて、その後三月以上発破の業務について実地修習を

経たもの 
ロ 発破の補助作業の業務に六月以上従事した経験を有する者 
ハ 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う発破実技講習を修

了した者 
二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教

育学校において応用化学、採鉱学又は土木工学に関する学科を専

攻して卒業した者で、その後一年以上発破の業務について実地修

習を経たもの 
揚貨装置運転士免許 一 揚貨装置運転士免許試験に合格した者 

二 揚貨装置運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学

科試験が行われた日から起算して一年以内に揚貨装置運転実技教

習を修了したもの 
三 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通

職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第 2 の訓練科の

欄に定める揚重運搬機械運転系クレーン運転科若しくは揚重運搬

機械運転系港湾荷役科又は同令別表第 4 の訓練科の欄に掲げるク

レーン運転科若しくは港湾荷役科の訓練（通信の方法によつて行

うものを除く。）を修了した者で揚貨装置についての訓練を受け

たもの 
四 その他厚生労働大臣が定める者 

特別ボイラー溶接士免

許 
特別ボイラー溶接士免許試験に合格した者 

普通ボイラー溶接士免

許 
一 普通ボイラー溶接士免許試験に合格した者 
二 普通ボイラー溶接士免許試験の学科試験の全科目及び実技試

験の全部の免除を受けることができる者 
ボイラー整備士免許 ボイラー則第百十三条各号のいずれかに掲げる者であつて、ボイ

ラー整備士免許試験に合格したもの 
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クレーン・デリック運

転士免許 
一 クレーン・デリック運転士免許試験に合格した者 
二 クレーン則第二百二十三条第二号から第六号までに掲げる者 

移動式クレーン運転士

免許 
一 移動式クレーン運転士免許試験に合格した者 
二 クレーン則第二百二十九条第二号から第五号までに掲げる者 

潜水士免許 一 潜水士免許試験に合格した者 
二 高圧則第五十二条第二号に掲げる者 

（表 1：出典及び参考文献）中央労働災害防止協会安全衛生情報センターホームページ（別表第 4：第 62

条関係）（https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-1-m-5.html）（最終閲覧日：2021 年 3 月 15

日）。労働調査会出版局編『労働安全衛生法の詳解‐労働安全衛生法の逐条解説‐改訂第 4 版』（労働調

査会、2015 年（平成 27 年））863～866 頁。労務行政研究所編『労働安全衛生法 労働法コンメンタール

⑩』（労務行政、2017 年（平成 29 年））699～706 頁。 

 
表 2 免許を与えられない者など 

免許の種類 免許を与えられない者 条件付きの免許の条件 
発破技士免許 身体又は精神の機能の障害により免許

の業務を適正に行うに当たって必要な
せん孔機械、装てん機若しくは残薬の
点検及び処理を適切に行うことができ
ない者 

行うことのできる作業
の限定 

揚貨装置運転士免許 身体又は精神の機能の障害により免許
の業務を適正に行うに当たって必要な
揚貨装置の操作又は揚貨装置の周囲の
状況の確認を適切に行うことができな
い者 

取り扱うことのできる
揚貨装置の種類の限定 

ガス溶接作業主任者免
許 

身体又は精神の機能の障害により免許
の業務を適正に行うに当たって必要な
溶接機器の操作を適切に行うことがで
きない者 

行うことのできる作業
の限定 

潜水士免許 身体又は精神の機能の障害により免許
の業務を適正に行うに当たって必要な
潜降及び浮上を適切に行うことができ
ない者 

行うことのできる作業
の限定 

特級ボイラー技士免
許、1級ボイラー技士
免許、2級ボイラー技
士免許 

身体又は精神の機能の障害により免許
の業務を適正に行うに当たって必要な
ボイラーの操作又はボイラーの運転状
態の確認を適切に行うことができない
者 

取り扱うことのできる
ボイラーの種類の限定
その他作業についての
必要な条件 

特別ボイラー溶接士免 身体又は精神の機能の障害により免許 行うことのできる作業
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許、普通ボイラー溶接
士免許 

の業務を適正に行うに当たって必要な
溶接機器の操作を適切に行うことがで
きない者 

の限定その他作業につ
いての必要な条件 

ボイラー整備士免許 身体又は精神の機能の障害により免許
の業務を適正に行うに当たって必要な
ボイラーの掃除又は附属品の分解など
を適切に行うことができない者 

行うことのできる作業
の限定その他作業につ
いての必要な条件 

クレーン・デリック運
転士免許 

身体又は精神の機能の障害により免許
の業務を適正に行うに当たって必要な
クレーン若しくはデリックの操作又は
クレーン若しくはデリックの周囲の状
況の確認を適切に行うことができない
者 

取り扱うことのできる
機械の種類の限定その
他作業についての必要
な条件 

移動式クレーン運転士
免許 

身体又は精神の機能の障害により免許
の業務を適正に行うに当たって必要な
移動式クレーン又は移動式クレーンの
周囲の状況の確認を適切に行うことが
できない者 

取り扱うことのできる
移動式クレーンの種類
の限定その他作業につ
いての必要な条件 

（表 2：出典）木村大樹『実務解説 労働安全衛生法』（経営書院、2013 年（平成 25 年））325～326 頁

（表 7-2）。 

 
表 3 免許試験員の要件（登録省令第 19 条の 29 関係） 
第一種衛生管理者免許試験、第二種衛生管

理者免許試験、高圧室内作業主任者免許試

験、特級ボイラー技士免許試験、エックス

線作業主任者免許試験、ガンマ線透過写真

撮影作業主任者免許試験及び潜水士免許試

験 

一 学校教育法による大学において厚生労働

大臣の定める科目を担当する教授又は准教

授の職にあり、又はあつた者 

二 学校教育法による大学又は高等専門学校

において理科系統の正規の課程を修めて卒

業した者で、その後十年以上国、地方公共

団体、一般社団法人又は一般財団法人その

他これらに準ずるものの研究機関において

厚生労働大臣の定める研究の業務に従事し

た経験を有するもの 

三 その他厚生労働大臣が定める者 

ガス溶接作業主任者免許試験、林業架線作

業主任者免許試験、一級ボイラー技士免許

試験、二級ボイラー技士免許試験、発破技

士免許試験、揚貨装置運転士免許試験、特

別ボイラー溶接士免許試験、普通ボイラー

溶接士免許試験、ボイラー整備士免許試

験、クレーン・デリック運転士免許試験及

び移動式クレーン運転士免許試験 

一 学校教育法による大学又は高等専門学校

において工学に関する学科を専攻して卒業

した者で、その後十二年以上産業安の全実

務に従事した経験を有するもの 

二 学校教育法による高等学校において工学

に関する学科を専攻して卒業した者で、そ

の後十五年以上産業安全の実務に従事した

経験を有するもの 
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三 その他厚生労働大臣が定める者 

（表 3：出典）「労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令」（昭和 47 年

労働省令第 44 号）第 19 条の 29（免許試験員の要件）別表。 

 
表 4 技能講習、技能講習修了証及び細目 

区分 受講資格 講習科目 
木材加工用機械作業主任者

技能講習（則第 79 条から第

83 条まで） 

①木材加工用機械による作

業に三年以上従事した経験

を有する者 
②その他厚生労働大臣が定

める者（準則訓練である普

通職業訓練のうち、製材機

械系製材機械整備科、建築

施工系木造建築科等の訓練

を修了した者等で、二年以

上木材加工用機械作業の経

験を有する者）（昭和 47 年

労働省告示第 100 号） 

学科講習 
①作業に係る機械、その他

安全装置等の種類、構造及

び機能に関する知識 
②作業に係る機械、その安

全装置等の保守点検に関す

る知識 
③作業の方法に関する知識 
④関係法令 
 

プレス機械作業主任者技能

講習（則第 79 条から第 83
条まで） 

①プレス機械による作業に

五年以上従事した経験を有

する者 
②その他厚生労働大臣が定

める者（準則訓練である普

通職業訓練のうち、金属加

工系耀塑性加工科又は金属

加工系溶接科の訓練を修了

した者等で、四年以上プレ

ス機械作業の経験を有する

者（昭和 47 年労働省告示第

101 号） 

学科講習 
①作業に係る機械、その他

安全装置等の種類、構造及

び機能に関する知識 
②作業に係る機械、その安

全装置等の保守点検に関す

る知識 
③作業の方法に関する知識 
④関係法令 
 

乾燥設備作業主任者技能講

習（則第 79 条から第 83 条

まで） 

①乾燥設備の取扱いの作業

に五年以上従事した経験を

有する者 
②大学又は高等専門学校に

おいて理科系等の正規の学

科を専攻して卒業した者

（大学改革支援・学位授与

機構により学士の学位を授

与された者又はこれと同等

以上の学力を有すると認め

られる者を含む。）で、その

後一年以上乾燥設備の設

計、製作、検査又は取扱い

の作業に従事した経験を有

する者 
③学校教育法による高等学

学科講習 
①乾燥設備及びその附属設

備の構造及び取扱いに関す

る知識 
②乾燥設備、その他附属設

備等の点検整備及び異常時

の処置に関する知識 
③乾燥作業の管理に関する

知識 
④関係法令 
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校又は中等教育学校におい

て理科系統の正規の学科を

専攻して卒業した者で、そ

の後二年以上乾燥設備の設

計、製作、検査又は取扱い

の作業に従事した経験を有

するもの 

④その他厚生労働大臣が定

める者（現在のところ定め

られていない） 
コンクリート破砕器作業主

任者技能講習（則第 79 条か

ら第 83 条まで） 

①コンクリート破砕器を用

いて行う破砕の作業に二年

以上従事した経験を有する

者 

②学校教育法による大学、

高等専門学校、高等学校又

は中等教育学校において応

用化学、採鉱又は土木に関

する学科を専攻して卒業し

た者（大学改革支援・学位

授与機構により学士の学位

を授与された者又はこれと

同等以上の学力を有すると

認められる者を含む。）

で、その後一年以上コンク

リート破砕器を用いて行う

破砕の作業に従事した経験

を有するもの 

③発破技士免許を受けた者

で、その後１年以上コンク

リート破砕器を用いて行う

破砕の作業又は発破の作業

に従事した経験を有するも

の 

④その他厚生労働大臣が定

める者（甲種火薬類製造保

安責任者免状を有する者

等） 

学科講習 
①火薬類に関する知識 
②コンクリート破砕器の取

扱いに関する知識 
③コンクリート破砕器を用

いて行う破砕の方法に関す

る知識 
④関係法令 

地山の掘削及び土止め支保

工作業主任者技能講習（則

第 79 条から第 83 条まで） 

①地山の掘削の作業又は土

止め支保工の切りばり若し

くは腹おこしの取付け若し

くは取りはずしに関する作

業に三年以上従事した経験

を有する者 

②学校教育法による大学、

高等専門学校、高等学校又

は中等教育学校において土

木、建築又は農業土木に関

学科講習 
①土止め支保工の切りば

り、腹おこし等に関する知

識 
②工事用設備、機械、器

具、作業環境等に関する知

識 
③作業者に対する教育等に

関する知識 
④関係法令 

－2053－



 分担報告書（大藪、只野、近藤、三柴） 

する学科を専攻して卒業し

た者（大学改革支援・学位

授与機構により学士の学位

を授与された者又はこれと

同等以上の学力を有すると

認められる者を含む。）

で、その後二年以上地山の

掘削の作業又は土止め支保

工の切りばり若しくは腹お

こしの取付け若しくは取り

はずしに関する作業に従事

した経験を有するもの 

③その他厚生労働大臣が定

める者（準則訓練である普

通職業訓練のうち、建築施

工系鉄筋コンクリート施行

科、土木系土木施工科等の

訓練を修了した者等で、二

年以上土止め支保工の切り

ばり又は腹おこしの取付け

又は取りはずしに関する作

業の経験を有する者）（昭和

47 年労働省告示第 104 号） 
ずい道等の掘削等作業主任

者技能講習（則第 79 条から

第 83 条まで） 

①ずい道等の掘削の作業又

はこれに伴うずり積み、ず

い道支保工の組立て、ロツ

クボルトの取付け若しくは

コンクリート等の吹付けの

作業(次号において「ずい道

等の掘削等の作業」とい

う。)に三年以上従事した経

験を有する者 
②学校教育法による大学、

高等専門学校、高等学校又

は中等教育学校において土

木、建築又は農業土木に関

する学科を専攻して卒業し

た者（大学改革支援・学位

授与機構により学士の学位

を授与された者又はこれと

同等以上の学力を有すると

認められる者を含む。）

で、その後二年以上ずい道

等の掘削等の作業に従事し

た経験を有する者 
③その他厚生労働大臣が定

める者（準則訓練である普

通職業訓練のうち、土木系

学科講習 
①作業の方法に関する知識 
②工事用設備、機械、器

具、作業環境等に関する知

識 
③作業者に対する教育等に

関する知識 
④関係法令 
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土木施工科の訓練を修了し

た者等で、二年以上ずい道

等の掘削等の作業に従事し

た経験を有する者）（昭和

56 年労働省告示第 41 号） 
ずい道等の覆工作業主任者

技能講習（則第 79 条から第

83 条まで） 

①ずい道等の覆工の作業に

三年以上従事した経験を有

する者 

②学校教育法による大学、

高等専門学校、高等学校又

は中等教育学校において土

木、建築又は農業土木に関

する学科を専攻して卒業し

た者（大学改革支援・学位

授与機構により学士の学位

を授与された者又はこれと

同等以上の学力を有すると

認められる者を含む。）

で、その後２年以上ずい道

等の覆工の作業に従事した

経験を有するもの 

③その他厚の生労働大臣が

定める者（準則訓練である

普通職業訓練のうち、土木

系土木施工科の訓練を修了

した者等で、二年以上ずい

道の履工の作業に従事した

経験を有する者）（昭和 56
年労働省告示第 42 号） 

学科講習 
①作業の方法に関する知識 
②工事用設備、機械、器

具、作業環境等に関する知

識 
③作業者に対する教育等に

関する知識 
④関係法令 

型枠支保工の組立て等作業

主任者技能講習（則第 79 条

から第 83 条まで） 

①型枠支保工の組立て又は

解体に関する作業に三年以

上従事した経験を有する者 
②学校教育法による大学、

高等専門学校、高等学校又

は中等教育学校において土

木又は建築に関する学科を

専攻して卒業した者（大学

改革支援・学位授与機構に

より学士の学位を授与され

た者又はこれと同等以上の

学力を有すると認められる

者を含む。）で、その後二

年以上型わく支保工の組立

て又は解体に関する作業に

従事した経験を有するもの 
③その他厚生労働大臣が定

める者（準則訓練である普

通職業訓練のうち、建築施

学科講習 
①型枠及び型枠支保工の組

立て、解体等に関する知識 
②工事用設備、機械、器

具、作業環境等に関する知

識 
③作業者に対する教育等に

関する知識 
④関係法令 
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工系鉄筋コンクリート施工

科、建築施工系とび科又は

建築仕上系ブロック施工科

の訓練を修了した者等で、

二年以上型枠支保工の組立

て又は解体に関する作業の

経験を有する者）（昭和 47
年労働省告示第 108 号） 

足場の組立て等作業主任者

技能講習（則第 79 条から第

83 条まで） 

①足場の組立て、解体又は

変更に関する作業に三年以

上従事した経験を有する者 
②学校教育法による大学、

高等専門学校、高等学校又

は中等教育学校において土

木、建築又は造船に関する

学科を専攻して卒業した者

（大学改革支援・学位授与

機構により学士の学位を授

与された者又はこれと同等

以上の学力を有すると認め

られる者を含む。）で、そ

の後二年以上足場の組立

て、解体又は変更に関する

作業に従事した経験を有す

るもの 
③その他厚生労働大臣が定

める者（準則訓練である普

通職業訓練のうち、建築施

工系とび科の訓練を修了し

た者等で、二年以上足場の

組立て、解体又は変更に関

する作業の経験を有する者）

（昭和 47 年労働省告示第

109 号） 

学科講習 
①作業の方法に関する知識 
②工事用設備、機械、器

具、作業環境等に関する知

識 
③作業者に対する教育等に

関する知識 
④関係法令 

建築物等の鉄骨の組立て等

作業主任者技能講習（則第

79 条から第 83 条まで） 

①建築物等の鉄骨の組立て

等の作業（建築物の骨組み

又は塔であつて、金属製の

部材により構成されるもの

の組立て、解体又は変更の

作業）に関する作業に三年

以上従事した経験を有する

者 
②学校教育法による大学、

高等専門学校、高等学校又

は中等教育学校において土

木又は建築に関する学科を

専攻して卒業した者で、そ

の後二年以上建築物等の鉄

学科講習 
①作業の方法に関する知識 
②工事用設備、機械、器

具、作業環境等に関する知

識 
③作業者に対する教育等に

関する知識 
④関係法令 
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骨の組立て等の作業に従事

した経験を有する者 
③その他厚生労働大臣が定

める者（準則訓練である普

通職業訓練のうち、建築施

工系とび科の訓練を修了し

た者等で、二年以上鉄骨の

組立て等の作業の経験を有

する者）（昭和 52 年労働省

告示第 121 号） 
鋼橋架設等作業主任者技能

講習（則第 79 条から第 83
条まで） 

①鋼橋架設等の作業（橋梁

（りょう）の上部構造であ

つて、金属製の部材により

構成されるものの架設、解

体又は変更の作に関する作

業に三年以上従事した経験

を有する者 
②学校教育法による大学、

高等専門学校、高等学校又

は中等教育学校において土

木又は建築に関する学科を

専攻して卒業した者で、そ

の後２年以上鋼橋架設等の

作業に従事した経験を有す

るもの 
③その他厚生労働大臣が定

める者（準則訓練である普

通職業訓練のうち、建築施

工系とび科の訓練を修了し

た者等で、二年以上鋼橋架

設等の作業の経験を有する

者）（平成 4 年労働省告示第

94 号） 

学科講習 
①作業の方法に関する知識 
②工事用設備、機械、器

具、作業環境等に関する知

識 
③作業者に対する教育等に

関する知識 
④関係法令 

コンクリート造の工作物の

解体等作業主任者技能講習

（則第 79 条から第 83 条ま

で） 

①工作物の解体等の作業

（コンクリート造の工作物

の解体又は破壊の作業）に

三年以上従事した経験を有

する者 
②学校教育法による大学、

高等専門学校、高等学校又

は中等教育学校において土

木又は建築に関する学科を

専攻して卒業した者で、そ

の後二年以上工作物の解体

等の作業に従事した経験を

有するもの 
③その他厚生労働大臣が定

める者（準則訓練である普

学科講習 
①作業の方法に関する知識 
②工事用設備、機械、器

具、作業環境等に関する知

識 
③作業者に対する教育等に

関する知識 
④関係法令 
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通職業訓練のうち、建築施

工系とび科の訓練を修了し

た者等で、二年以上コンク

リート造の工作物の解体等

に従事した経験を有する者）

（昭和 56 年労働省告示第

44 号） 
コンクリート橋架設等作業

主任者技能講習（則第 79 条

から第 83 条まで） 

①コンクリート橋架設等の

作業（橋梁（りょう）の上

部構造であつて、コンクリ

ート造のものの架設又は変

更の作業）に関する作業に

三年以上従事した経験を有

する者 
②学校教育法による大学、

高等専門学校、高等学校又

は中等教育学校において土

木又は建築に関する学科を

専攻して卒業した者で、そ

の後二年以上コンクリート

橋架設等の作業に従事した

経験を有する者 
③その他厚生労働大臣が定

める者（準則訓練である普

通職業訓練のうち、建築施

工系とび科の訓練を修了し

た者等で、二年以上コンク

リート橋架設等の作業の経

験を有する者）（平成 4 年労

働省告示第 95 号） 

学科講習 
①作業の方法に関する知識 
②工事用設備、機械、器

具、作業環境等に関する知

識 
③作業者に対する教育等に

関する知識 
④関係法令 

採石のための掘削作業主任

者技能講習（則第 79 条から

第 83 条まで） 

①岩石の掘削の作業に三年

以上従事した経験を有する 
②学校教育法による大学、

高等専門学校、高等学校又

は中等教育学校において、

土木又は採鉱に関する学科

を専攻して卒業した者（大

学改革支援・学位授与機構

により学士の学位を授与さ

れた者又はこれと同等以上

の学力を有すると認められ

る者を含む。）で、その後

二年以上岩石の掘削の作業

に従事した経験を有するも

の 
③その他厚生労働大臣が定

める者（準則訓練である普

通職業訓練のうち、石材科

学科講習  
①岩石の種類、岩石の採取

のための掘削の方法等に関

する知識 
②設備、機械、器具、作業

環境等に関する知識 
③作業者に対する教育等に

関する知識 
④関係法令 
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の訓練を修了した者等で、

二年以上岩石の掘削の作業

の経験を有する者）（昭和

47 年労働省告示第 105 号） 
はい作業主任者技能講習

（則第 79 条から第 83 条ま

で） 

はい付け又ははい崩しの作

業に三年以上従事した経験

を有する者  

学科講習 
①はい（倉庫、上屋又は土

場に積み重ねられた荷の集

団をいう。）に関する知識 
②人力によるはい付け又は

はい崩しの作業に関する知

識 
③機械等によるはい付け又

ははい崩しに必要な機械荷

役に関する知識 
④関係法令 

船内荷役作業主任者技能講

習（則第 79 条から第 83 条

まで） 

①揚貨装置運転士免許、ク

レーン・デリック運転士免

許又は移動式クレーン運転

士免許を受けた者で、その

後四年以上船内荷役作業に

従事した経験を有するもの 
②その他厚生労働大臣が定

める者（昭和 47 年 5 月 1 日

以前において、船内荷役作

業の作業指揮者の職務を行

っていた者で、同日までに

五年以上船内荷役作業の経

験を有する者）（昭和 47 年

労働省告示第 107 号） 

学科講習 
①作業の指揮に必要な知識 
②船舶設備、荷役機械等の

構造及び取扱いの方法に関

する知識 
③玉掛け作業及び合図の方

法に関する知識 
④荷役の方法に関する知識 
⑤関係法令 

木造建築物の組立て等作業

主任者技能講習（則第 79 条

から第 83 条まで） 

①構造部材の組立て等の作

業（木造建築物の構造部材

の組立て又はこれに伴う屋

根下地若しくは外壁下地の

取付けの作業）に三年以上

従事した経験を有する者 
②学校教育法による大学、

高等専門学校、高等学校又

は中等教育学校において土

木又は建築に関する学科を

専攻して卒業した者で、そ

の後二年以上構造部材の組

立て等の作業に従事した経

験を有するもの 
③その他厚生労働大臣が定

める者（準則訓練である普

通職業訓練のうち、建築施

工系木造建築科、建築施工

系とび科又は建築施工系プ

学科講習 
①木造建築物の構造部材の

組立て、屋根下地の取付け

等に関する知識 
②工事用設備、機械、器

具、作業環境等に関する知

識 
③作業者に対する教育等に

関する知識 
④関係法令 
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レハブ建築科の訓練を修了

した者等で、二年以上木造

建築物の組立て等の作業に

従事した経験を有する者）

（昭和 56 年労働省告示第

43 号） 
化学設備関係第一種圧力容

器取扱作業主任者技能講習

（ボイラー則第 122 条の 2
及び第 124 条） 

化学設備（配管を除く。）

の取扱いの作業に五年以上

従事した経験を有する者 

学科講習 
①第一種圧力容器の構造に

関する知識 
②第一種圧力容器の取扱い

に関する知識 
③危険物及び化学反応に関

する知識 
④関係法令 

普通第一種圧力容器取扱作

業主任者技能講習（ボイラ

ー則第 123 条及び第 124
条） 

 学科講習 
①第一種圧力容器（化学設

備に係るものを除く。）の構

造に関する知識 
②第一種圧力容器（化学設

備に係るものを除く。）の取

扱いに関する知識 
③関係法令 

特定化学物質及び四アルキ

ル鉛等作業主任者技能講習

（特化則第 51 条） 

 学科講習 
①健康障害及びその予防措

置に関する知識 
②作業環境の改善方法に関

する知識 
③保護具に関する知識 
④関係法令 

鉛作業主任者技能講習（鉛

則第 60 条） 
 学科講習 

①健康障害及びその予防措

置に関する知識 
②作業環境の改善方法に関

する知識 
③保護具に関する知識 
④関係法令 

有機溶剤作業主任者技能講

習（有機則第 37 条） 
 学科講習 

①健康障害及びその予防措

置に関する知識 
②作業環境の改善方法に関

する知識 
③保護具に関する知識 
④関係法令 

石綿作業主任者技能講習

（石綿則第 48 条の 2） 
 学科講習 

①健康障害及びその予防措

置に関する知識 
②作業環境の改善方法に関

－2060－



 分担報告書（大藪、只野、近藤、三柴） 

する知識 
③保護具に関する知識 
④関係法令 

酸素欠乏危険作業主任者技

能講習（酸欠則第 26 条） 
 １．学科講習 

①酸素欠乏症及び救急蘇生

に関する知識 
②酸素欠乏の発生の原因及

び防止措置に関する知識 
③保護具に関する知識 
④関係法令 
２．実技講習 
①救急蘇生の方法 
②酸素の濃度の測定方法 

酸素欠乏・硫化水素危険作

業主任者技能講習（酸欠則

第 27 条） 

 １．学科講習 
①酸素欠乏症、硫化水素中

毒及び救急蘇生に関する知

識 
②酸素欠乏及び硫化水素の

発生の原因及び防止措置に

関する知識 
③保護具に関する知識 
④関係法令 
２．実技講習 
①救急蘇生の方法 
②酸素及び硫化水素の濃度

の測定方法 
床上操作式クレーン運転技

能講習（クレーン則第 244
条） 

 １．学科講習 
①床上操作式クレーンに関

する知識 
②原動機及び電気に関する

知識 
③床上操作式クレーンの運

転のために必要な力学に関

する知識 
④関係法令 
２．実技講習 
①床上操作式クレーンの運

転 
②床上操作式クレーンの運

転のための合図 
小型移動式クレーン運転技

能講習（クレーン則第 245
条） 

 １．学科講習 
①小型移動式クレーンに関

する知識 
②原動機及び電気に関する

知識 
③小型移動式クレーンの運

転のために必要な力学に関

する知識 
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④関係法令 
２．実技講習 
①小型移動式クレーンの運

転 
②小型移動式クレーンの運

転のための合図 
ガス溶接技能講習（則第 79
条から第 83 条まで） 

 １．学科講習 
①ガス溶接等の業務のため

に使用する設備の構造及び

取扱いの方法に関する知識 
②ガス溶接等の業務のため

に使用する可燃性ガス及び

酸素に関する知識 
③関係法令 
２．実技講習 
ガス溶接等の業務のために

使用する設備の取扱い 
フォークリフト運転技能講

習（則第 79 条から第 83 条

まで） 

 １．学科講習 
①走行に関する装置の構造

及び取扱いの方法に関する

知識 
②荷役に関する装置の構造

及び取扱いの方法に関する

知識 
③運転に必要な力学に関す

る知識 
④関係法令 
２．実技講習 
①走行の操作 
②荷役の操作 

ショベルローダー等運転技

能講習（則第 79 条から第

83 条まで） 

 １．学科講習 
①走行に関する装置の構造

及び取扱いの方法に関する

知識 
②荷役に関する装置の構造

及び取扱いの方法に関する

知識 
③運転に必要な力学に関す

る知識 
④関係法令 
２．実技講習 
①走行の操作 
②荷役の操作 

車両系建設機械（整地・運

搬・積込み用及び掘削用）

運転技能講習（則第 79 条か

ら第 83 条まで） 

 １．学科講習 
①走行に関する装置の構造

及び取扱いの方法に関する

知識 
②荷役に関する装置の構
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造、取扱い及び作業方法に

関する知識 
③運転に必要な一般的事項

に関する知識 
④関係法令 
２．実技講習 
①走行の操作 
②作業のための装置の操作 

車両系建設機械（解体用）

運転技能講習（則第 79 条か

ら第 83 条まで） 

 １．学科講習 
①走行に関する装置の構造

及び取扱いの方法に関する

知識 
②荷役に関する装置の構

造、取扱い及び作業方法に

関する知識 
③運転に必要な一般的事項

に関する知識 
④関係法令 
２．実技講習 
①走行の操作 
②作業のための装置の操作 

車両系建設機械（基礎工事

用）運転技能講習（則第 79
条から第 83 条まで） 

 １．学科講習 
①走行に関する装置の構造

及び取扱いの方法に関する

知識 
②荷役に関する装置の構

造、取扱い及び作業方法に

関する知識 
③運転に必要な一般的事項

に関する知識 
④関係法令 
２．実技講習 
①走行の操作 
②作業のための装置の操作 

不整地運搬車運転技能講習

（則第 79 条から第 83 条ま

で） 

 １．学科講習 
①走行に関する装置の構造

及び取扱いの方法に関する

知識 
②荷の運搬に関する知識 
③運転に必要な力学に関す

る知識 
④関係法令 
２．実技講習 
①走行の操作 
②荷の運搬 

高所作業車運転技能講習

（則第 79 条から第 83 条ま

で） 

 １．学科講習 
①作業に関する装置の構造

及び取扱いの方法に関する
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知識 
②原動機に関する知識 
③運転に必要な一般的事項

に関する知識 
④関係法令 
２．実技講習 
作業のための装置の操作 

玉掛け技能講習（クレーン

則第 246 条から第 247 条ま

で） 

 １．学科講習 
①クレーン等（クレーン、

移動式クレーン、デリック

及び揚貨装置）に関する知

識 
②クレーン等の玉掛けに必

要な力学に関する知識 
③クレーン等の玉掛けの方

法 
④関係法令 
２．実技講習 
①クレーン等の玉掛け 
②クレーン等の運転のため

の合図 
ボイラー取扱技能講習（ボ

イラー則第 122 条から第

124 条まで） 

 学科講習 
①ボイラーの構造に関する

知識 
②ボイラーの取扱いに関す

る知識 
③点火及び燃焼に関する知

識 
④関係法令 

（表 4：参考文献）労務行政研究所編『労働安全衛生法 労働法コンメンタール⑩』（労務行政、2017 年

（平成 29 年））722～739 頁。愛知労働局ホームページ（技能講習受講資格一覧表）

（https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-

roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/ginou01/_81792.html）（最終閲覧日：2021 年 3 月

15 日）。 
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表 5 技能講習等登録教習機関数（安全関係） 

 
（表 5：出典）厚生労働省ホームページ（技能講習等の登録教習機関数及び修了者数）（https:// 

www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/index.html）（最終閲覧日：2021 年 3 月 15 日）。 
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表 6 技能講習等修了者数（安全関係） 

 
（表 6：出典）厚生労働省ホームページ（技能講習等の登録教習機関数及び修了者数）（https:// 

www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/index.html）（最終閲覧日：2021 年 3 月 15 日）。 
 

－2066－



 分担報告書（大藪、只野、近藤、三柴） 

表 7 技能講習登録教習機関の数（衛生関係） 

 

（表 7：出典）厚生労働省ホームページ（技能講習等の登録教習機関数及び修了者数）（https:// 

www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/index.html）（最終閲覧日：2021 年 3 月 15 日）。 
 
表 8 技能講習修了者数（衛生関係） 

 

（表 8：出典）厚生労働省ホームページ（技能講習等の登録教習機関数及び修了者数）（https:// 

www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/index.html）（最終閲覧日：2021 年 3 月 15 日）。 
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【別添：技能講習・登録教習機関について】 
 

柳川 行雄 
 
１１  概概論論  
１１．．１１  技技能能講講習習・・登登録録教教習習機機関関  
１１．．１１．．１１  登登録録教教習習機機関関数数  
１１．．１１．．１１．．１１  技技能能講講習習のの登登録録教教習習機機関関数数  
 技能講習の登録教習機関数は次図1）のように推移している。 
 

 
 
 長期的には増加傾向にあるといってよい。新規に参入してくるのは、若年者

不足による市場の縮小に苦しむ自動車教習所が多角経営化を図ることによるも

のの他、人材派遣業が自社の社員の資格取得の内製化を目指して参入するケー

スや、倉庫業・運送業の業者がフォークリフトやクレーン等の設備の有効活用

 
1 実務家のための産業保健のサイト(https://osh-

management.com/examination/qualification-education/information/number-of-skill-
training/ ：最終閲覧日2022年10月02日) 
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を目指して参入するケースなどがみられる。 
 ガス溶接のみは、減少傾向にあるが、ガス溶接に対する技能講習への需要が

減少していることと、この区分は公立の職業訓練施設が登録教習機関になって

いる例が多いが、これらの公立の機関などがコスト削減のために技能講習の登

録を廃止することが原因である。 
 
１１．．１１．．１１．．２２  免免許許のの実実技技教教習習のの登登録録教教習習機機関関数数  
 一方、免許の実技教習については、次図2）のように推移している。 
 

 
 
 実技教習の登録教習機関になるためには、少なくとも２０人以上の者に実技

教習と同様な講習を行い、そのうち１９人以上が免許の実技に合格しなければ

ならないなどの条件があり、また、必要な施設も技能講習に比較すると高価で

あること等から、新規参入はほとんどないのが実態である。 
 

 
2 実務家のための産業保健のサイト(https://osh-

management.com/examination/qualification-education/information/number-of-skill-
training/ ：最終閲覧日2022年10月02日) 
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１１．．１１．．１１．．３３  技技能能講講習習（（作作業業主主任任者者：：安安全全関関係係））のの登登録録教教習習機機関関数数  
 また、技能講習（安全関係）の登録教習機関数は次図3）のように推移してい

る。 
 

 
 
 長期的には減少傾向にあるといってよく、2012 年以降の約 10 年間は横ば

い傾向である。個々の区分について市場規模が小さいため、新規に参入してく

る業者はあまり多くないのが実態である。 
 
１１．．１１．．１１．．４４  技技能能講講習習（（作作業業主主任任者者：：衛衛生生関関係係））のの登登録録教教習習機機関関数数  
 これに対し、作業主任者技能講習（衛生関係）の登録教習機関数は次図4）の

ように推移している。 
 

 
3 実務家のための産業保健のサイト(https://osh-

management.com/examination/qualification-education/information/number-of-skill-
training/ ：最終閲覧日2022年10月02日) 

4 実務家のための産業保健のサイト(https://osh-
management.com/examination/qualification-education/information/number-of-skill-
training/ ：最終閲覧日2022年10月02日) 
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 2010年以降トレンドとしてはやや増加傾向にあるが、急激な増加はしていな

い。技能講習（衛生関係）の登録教習機関になるためには、医師、歯科医師、

薬剤師を講師として確保しなければならない。そのことが困難なため、新規参

入は多くないのが現実である。 
 
１１．．１１．．２２  ＭＭ＆＆ＡＡとと登登録録教教習習機機関関のの地地位位のの承承継継  
 登録教習機関としての地位は、法人格が変更された場合に承継されるかがひ

とつの問題となる。 
 この点について、安衛法は、検査業者については第 54 条の５において、事

業の譲り渡し、相続、合併若しくは分割について、その地位の承継についての

規定を置いている。 
 ところが、登録教習機関について定める同法第 77 条その他の条文には同種

の規定がなく、また同条第３項も第 54 条の５を準用していない。また、「労

働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令」（登録

省令）第 19 条の 17 にも、検査業者のみについて承継の手続きを定めており

登録教習機関についての規定はない。 
 すなわち、以上の２点から解釈すれば、立法者の意思は登録教習機関につい
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ては、合併、分割等によって、法人格が移転した場合には、登録教習機関とし

ての地位の承継はさせないとしているものと考えられる。 
  
１１．．１１．．３３  安安衛衛法法第第  7777  条条第第２２項項第第二二号号のの条条件件をを満満たたすす者者とと登登録録教教習習機機関関とと

のの関関係係  
 安衛法第 77 条第２項第二号は、登録教習機関の要件として、安衛法別表第 
20 の要件を満たす者が、技能講習を実施（講師又は指導員）しなければなら

ないとする。そして、その数は、技能講習は「事業所ごとに一名以上」、免許

試験の教習が「事業所ごとに二名以上」とされている。 
 この「事業所ごとに○○名以上」とあることで、登録教習機関と安衛法別表

第 20 の要件を満たす者との間に直接の契約関係がなければならないかが問題

となり得る。 
 これは、実務においては、登録教習機関と別な法人が契約を結び、その別な

法人の被雇用者が登録教習機関の技能講習等の講師又は指導員を務めることが

できるかという問題となる。とりわけリモートによる学科講習が行われる場

合、登録教習機関の受講生に対して、別な法人の講師がリモートで講義をする

ことができるかが問題となる。 
 厚生労働省は、登録教習機関とは異なる法人の施設において、その法人の被

雇用者が講師を務めて技能講習を行うことが広く認めている。リモートによる

講習については、現時点では問題とはなっているケースはみあたらないが、当

然に認められるものと考えられる。 
 
１１．．１１．．４４  業業務務にに従従事事ででききなないい者者のの受受講講  
 技能講習及び免許の対象となる業務は、労働基準法による年齢制限及び妊産

婦の制限のあるものが多い。また、出入国管理及び難民認定法（入管法）によ

りこれらの業務に就くことのできない外国人がいる。 
 これらの者が、技能講習の受講又は免許試験の受験をすることができるかが

問題となり得る。 
 しかし、厚生労働省は受講及び受験が可能であるとしている。なお、出入国

管理及び難民認定法（入管法）第 54 条よる仮放免を受けた者は、就労の禁止

を条件とされることが多いが、この場合についても同様である。 
 
１１．．１１．．５５  技技能能講講習習のの修修了了証証のの再再発発行行、、統統合合修修了了証証等等ををめめぐぐるる問問題題  
１１．．１１．．５５．．１１  異異ななるる都都道道府府県県のの同同一一登登録録教教習習機機関関にによよるる再再発発行行等等はは可可能能かか  
 登録教習機関は、修了証を滅失又は損傷したとして、修了者から再発行の申

請を受けたときは、原則として再発行をしなければならない。また、修了者が
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氏名の変更をして書き換えを求めた場合には、書き換えを行わなければならな

い5）。 
 この場合、同一法人で異なる複数の都道府県で登録を行っている場合、修了

証の発行名義人はその法人（登録教習機関）である6）から、ある法人の修了者

は、異なる都道府県の事務所においても修了証の再発行が可能となるのではな

いかが問題となる7）。 
 しかし、厚生労働省は、同一の法人であっても他の都道府県の事務所におい

て再発行又は書き変えの事務を行うことを認めていない。 
 
１１．．１１．．５５．．２２  廃廃止止ししたた区区分分のの統統合合修修了了証証等等のの発発行行はは可可能能かか  
 登録教習機関が同一人に対して、複数の区分の技能講習を行った場合、それ

らの区分を１枚にまとめた統合修了証の発行をすることが実務においては認め

られている8）。 
 ある修了者が複数の統合修了証を滅失又は損傷して再発行を求めた場合、又

は、その者がその登録教習機関で新たな区分の技能講習を修了した場合、その

登録教習機関でその者がすでに修了していた区分で廃止しているものがあった

ときに、その登録教習機関が廃止した区分も含めて新しい統合修了証の発行が

できるかが問題となる。 
 その登録教習機関には廃止された区分の修了者台帳は保管されていないの

で、できないという考え方があり得るが、実務においてはできるという考え方

が有力なようである。 
 
１１．．１１．．５５．．３３  同同一一のの登登録録教教習習機機関関でで、、異異ななるる都都道道府府県県でで実実施施ししたた修修了了証証のの

統統合合修修了了証証のの発発行行はは可可能能かか  
 同一の登録教習機関で複数の都道府県労働局に登録しているケースは多い。

 
5 なお、登録教習機関が登録を廃止した場合、又は、労働安全衛生法及びこれに基づく命

令に係る登録及び指定に関する省令第24条第１項ただし書の規定により、同項ただし書

に規定する厚生労働大臣が指定する機関（指定交付機関）に修了者台帳を引き渡してい

る場合は、修了者台帳が当該機関に存在しないため、再発行又は書き変えはできないこ

ととなる（安衛則第82条第３項）。 
6 厚生労働省は、登録を受けた事務所（支社、支店、支所等）の長、又は事務所の名義で

の修了証の発行を認めている。しかし、あくまでも技能講習の修了を証明するのは登録

教習機関である法人である。事務所の長又は事務所の名称で修了証を発行している場合

であっても、その法人が証明していることを表しているものと考えられる。 
7 安衛則第82条第１項又は第２項は、登録教習機関に対して、再発行又は書き変えの申

請を行うように定めている。 
8 免許証については、安衛則第66条の２第２項に規定されている。技能講習について

は、安衛則にこのような規定はないが、通達によって認められている。 
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この場合、修了証を発行する（修了を証明する）のは、単一の登録教習機関で

あるから、異なる都道府県で同じ者に対して技能講習を実施した場合であって

も、それらの統合修了証を発行できるのではないかが問題となる。 
 しかし、厚生労働省は、同じ登録教習機関が異なる都道府県で同じ者に技能

講習を実施した場合、異なる都道府県で実施した技能講習の区分について統合

修了証を発行することは認めていない。 
 
１１．．１１．．７７  技技能能講講習習がが無無効効ととななっったた場場合合のの救救済済措措置置  
 安衛法第 77 条第４項は、登録教習機関について登録の更新を求めている。

更新の期間は５年とされているが、これを５年よりも短い期間で更新すること

ができるかが問題となる。 
 実務においては、複数の区分で登録を受けている場合に、すべての区分の登

録更新の時期を合わせるために、最初に更新の時期となる区分に合わせてすべ

ての区分の更新をすることができるかという問題となる。 
 厚生労働省は、各区分の更新の時期をそろえる目的に限って、５年以内の更

新を認めている。 
 
１１．．１１．．８８  ああるる年年にに技技能能講講習習等等をを実実施施ししなないい「「正正当当なな理理由由」」ととはは何何かか  
 安衛法第 77 条第６項は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、技能

講習又は教習の実施に関する計画を作成し、これに基づいて技能講習又は教習

を実施しなければならないとしている。受講生の数が、営業上、損益分岐点に

達することが見込めない場合に計画を立てないことが「正当な理由」に該当す

るかが問題となる。また、計画を策定したが、受講の申し込みの数が、損益分

岐点に達しなかった場合に中止することができるかが問題となる。 
 実務においては、かつては都道府県によって扱いにややばらつきがあり、認

められるケースと認められないケースがあった。しかし、現在では、認められ

ることで統一されている。 
 
１１．．１１．．９９  技技能能講講習習がが無無効効ととななっったた場場合合のの救救済済措措置置  
 なんらかの原因で、技能講習が無効となるケースが発生することがある。現

実に発生しているケースは、講習時間の不足によるものがほとんどである。

様々な理由により規定の時間より実際の講習時間が少ないケース、講師の資格

が満たされていないため、その講師の行った部分が無効となり、結果的に講習

時間不足となるケースがある。 
 このような場合、技能講習の修了は無効となる。実務においては、不足分の

補講を実施することにより、有効とする扱いとなっている。ただし、補講を実
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施するまで、その技能講習の対象となっている就業制限の業務は行えないこと

となる。 
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厚厚生生労労働働行行政政推推進進調調査査事事業業費費補補助助金金  
（（政政策策科科学学総総合合研研究究事事業業（（政政策策科科学学推推進進研研究究事事業業））））  

分分担担研研究究報報告告書書  

労労働働安安全全衛衛生生法法第第 7788 条条かからら第第 8877 条条のの逐逐条条解解説説  

 
  

分担研究者 南 健悟  日本大学法学部法律学科・教授 
 
 

研究要旨 
労働安全衛生法第 78 条から第 87 条は、事業場の安全又は衛生に関する改善措置等を

定め、特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画と労働安全コンサルタント及び労働

衛生コンサルタントについて定めている。事業場において（重大な）労働災害が繰り返し

発生した場合、行政機関が当該事業場に対して改善措置として、特別安全衛生改善計画

及び安全衛生改善計画の作成を指示し、事業者側において専門的な知識がないことを想

定して労働安全・労働衛生コンサルタントを利用することを勧奨することを認めている。

行政機関によって事業者をして労働安全衛生をより実効ならしめる制度といえるが、他

方で、特別安全衛生改善計画が適用される重大な労働災害が限定的であったり、また、労

働安全・労働衛生コンサルタント制度についても、その認知度や試験制度と職務内容と

の乖離が見られたりするなど、これらの点についても、改善の余地があるものと考えら

れる。 
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Ａ．研究目的 
本研究事業全体の目的は、以下の 3 点に

ある。 
①時代状況の変化に応じた法改正の方向

性を展望すること。 
②安衛法を関係技術者以外（文系学部出

身の事務系社員等）に浸透させ、社会一般へ

の普及を図ること。 
③安衛法に関する学問体系、安衛法研究

のための人と情報の交流のプラットフォー

ムを形成すること。 
そのため、条文の起源（立法趣旨、基礎と

なった災害例、前身）と運用（関係判例、適

用の実際）、主な関係令等（関係政省令、規

則、通達等）を、できる限り図式化して示す

と共に、現代的な課題や法解釈学的な論点

に関する検討結果を記した体系書を発刊す

ること。 
本分担研究の目的は、枝番号や附則を除

き 123 条ある安衛法のうち第 78 条から第

87 条について、その課題を果たすことにあ

る。 
 
Ｂ．研究方法 
安全衛生に詳しい元労働基準監督官から、

現行安衛法の体系に関する解説と安衛法本

体の条文に紐付く政省令の選定を受けたう

えで、法学・行政学を専門とする分担研究者

が、各自、解説書、専門誌に掲載された学術

論文や記事、政府発表資料等の第 1 次文献

のレビューを行って執筆した文案を研究班

会議で報告し、現行安衛法や改正法の起案

に関わった畠中信夫元白鴎大学教授、唐澤

正義氏ら班員らからの指摘やアドバイスを

得て洗練させた。 
 

Ｃ．研究結果 
１ はじめに 
本研究全体のうち、分担者が担当した部

分は、労働安全衛生法第 78 条から第 87 条

の「第 9 章 事業場の安全又は衛生に関す

る改善措置等」である。より具体的にいえ

ば、特別安全衛生改善計画及び安全衛生改

善計画（第 78 条～第 80 条）と、労働安全

コンサルタント及び労働衛生コンサルタン

ト（第 81 条～第 87 条）である。 
まず全体的な構造から説明すれば、本章

は、重大な労働災害が発生した場合や労働

災害の防止を図るため総合的な改善措置を

講ずる必要があると認められる場合、厚生

労働大臣又は都道府県労働局長が特別安全

衛生改善計画、安全衛生改善計画の作成を

指示することができる旨を定め、さらに、そ

れを作成するよう指示された事業者に対し

て、労働安全コンサルタント又は労働衛生

コンサルタントによる安全衛生診断を受け

させるなどを勧奨することができるという

行政機関による労働安全衛生についての改

善措置等を定めている。そして、安全衛生診

断を担当する労働安全コンサルタント及び

労働衛生コンサルタントの資格制度等を定

めることによって、改善措置等の実効性を

担保している。 
今年度の研究においては、特に、特別安全

衛生改善計画及び安全衛生改善計画に関わ

る法的問題と労働安全コンサルタント及び

労働衛生コンサルタント制度に関する法的

問題を逐条毎に検討した。 
平成 26 年度～平成 28 年度に検討された

「リスクアセスメントを核とした諸外国の

労働安全衛生制度の背景・特徴・効果とわが

国への適応可能性に関する調査研究」にお
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いて、その一般的提言には、(a)組織の責任

者による真摯で具体的な関与、(b)構造的で

計画的な取り組み、(c)適切な人的・物的資

源が利用できる条件の整備、(d)全ての管理

者による安全衛生の重視、(e)直面課題に応

じた柔軟な対応、(f)安全衛生と組織の生産

性や競争力との一体視が挙げられていた １。

分担者が今年度担当した、労働安全衛生法

第 9 章の特別安全衛生改善計画、安全衛生

改善計画及び労働安全コンサルタント及び

労働衛生コンサルタントに関する諸論点は、

上記の諸点及び総括研究報告書でも指摘さ

れる行政やその関係団体の介入を受けた各

事業場ごとの労働安全衛生に係る人的な面

での取り組みないし体制づくりの促進策と

も位置づけられよう。例えば、上記報告書に

おいては、「労災発生率が高いか重大労災が

生じた事業体に対する労災防止団体の関与

の強化」の中で、安全管理特別指導事業場や

衛生管理特別指導事業場の指定制度と連続

するように、労災防止団体による、より継続

的かつ体系的な関与が求められる旨が指摘

されている ２。現行法上既に特別安全衛生

改善計画及び安全衛生改善計画の作成につ

いて、後述する労働安全コンサルタントや

労働衛生コンサルタントによる関与が勧奨

されているが、その他労災防止団体による

継続的な関与示唆しているものと考えられ

る。これは、労災防止団体は組織であるが故

に強みがあること、労災防止団体は、一応、

特別民間法人であり、一応、行政とは異なる

柔軟性があって、企業等に警戒感を与えが

たいこと、そして、ドイツやフランスでは、

労災防止団体は労災保険と共に強制加入だ

が、日本では任意加入であり、より積極的な

活用が図られてもよいとの趣旨と解される。

もっとも、労働安全コンサルタント及び労

働衛生コンサルタントについても、前回の

研究報告において紹介されたアメリカの現

地コンサルテーション制度（民間の安全衛

生人材が政府のクレジットを得て他社を訪

問し、安全衛生についてアドバイスを与え

ること等を内容とする制度）のように、企業

経営者の「良き相談者」としても役立つので

はないかとも考えられる。今回の研究では、

あくまで各条の細かな解釈論等（の一部）を

指摘するに止まるが、事業場における労働

安全衛生を確保するための仕組みの中で、

労働安全・衛生コンサルタント制度は、前回

の研究報告で示唆される「ルール・制度」と

「人・組織の意識・知識」の相互作用のうち

３、特に後者と密接に関わるものと考えられ

る。 
 
１．１ 条文 

第七十八条 厚生労働大臣は、重大な労

働災害として厚生労働省令で定めるも

の（以下この条において「重大な労働災

害」という。）が発生した場合において、

重大な労働災害の再発を防止するため

必要がある場合として厚生労働省令で

定める場合に該当すると認めるときは、

厚生労働省令で定めるところにより、事

業者に対し、その事業場の安全又は衛生

に関する改善計画（以下「特別安全衛生

改善計画」という。）を作成し、これを

厚生労働大臣に提出すべきことを指示

することができる。 
２ 事業者は、特別安全衛生改善計画を

作成しようとする場合には、当該事業場

に労働者の過半数で組織する労働組合

があるときにおいてはその労働組合、労
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働者の過半数で組織する労働組合がな

いときにおいては労働者の過半数を代

表する者の意見を聴かなければならな

い。 
３ 第一項の事業者及びその労働者は、

特別安全衛生改善計画を守らなければ

ならない。 
４ 厚生労働大臣は、特別安全衛生改善

計画が重大な労働災害の再発の防止を

図る上で適切でないと認めるときは、厚

生労働省令で定めるところにより、事業

者に対し、当該特別安全衛生改善計画を

変更すべきことを指示することができ

る。 
５ 厚生労働大臣は、第一項若しくは前

項の規定による指示を受けた事業者が

その指示に従わなかつた場合又は特別

安全衛生改善計画を作成した事業者が

当該特別安全衛生改善計画を守つてい

ないと認める場合において、重大な労働

災害が再発するおそれがあると認める

ときは、当該事業者に対し、重大な労働

災害の再発の防止に関し必要な措置を

とるべきことを勧告することができる。 
６ 厚生労働大臣は、前項の規定による

勧告を受けた事業者がこれに従わなか

つたときは、その旨を公表することがで

きる。 
 
１．２ 趣旨と内容 
１．２．１ 第 78 条 
１．２．１．１ 趣旨 
特別安全衛生改善計画に関する第 78 条

は、厚生労働大臣が、重大な労働災害が発生

した場合において、その再発を防止するた

め必要がある場合に、事業者に対して特別

安全衛生改善計画を作成し、提出すべきこ

とを指示することを定める。 
従来個別の事案や個別の事業場ごとに対

応する仕組みになっていた都道府県労働局

長による安全衛生改善計画の作成指示に加

え、法令に違反し、一定期間内に同様の重大

災害を複数の事業場で繰り返し発生させた

企業に対して、当該企業の事業場において

再び同様な重大な労働災害が発生しないよ

うにするための体制整備や具体的な対策を

講じるための計画を作成するよう厚生労働

大臣が指示することができることとされた

ものである ４。なお、特別安全衛生改善計画

は、労働安全衛生法上初めて企業単位で捉

えるものとして位置づけられている ５。 
 
１．２．１．２ 内容 
（1）重大な労働災害の意義 
 まず、重大な労働災害の意義が問題とな

る。重大な労働災害については、安衛則第

84 条第 1 項において、次のように規定され

ている。すなわち、労働災害のうち、 
 ［1］死亡災害（第 1 号） 
 ［2］負傷又は疾病により、労働者災害補

償保険法施行規則別表第一の障害等

級第 1 級から第 7 級までのいずれか

に該当する障害が生じたもの又は生

じるおそれのあるもの（第 2 号） 
である。第 78 条に係る通達 ６によれば、第

一に、安衛則第 84 条第 1 項第 2 号の「生じ

るおそれのあるもの」とは、まず、労働者災

害補償保険法施行規則別表第 1 の障害等級

第 1 級から第 7 級に該当する障害が生じた

ものとして労災認定されたものである。し

かし、これに加え、労災発生時に、障害等級

第 1 級から第 7 級までのいずれかに該当す
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る傷害を生じる「おそれ」があると判断され

るものも含むとされている。これは、事業者

が発生させた重大な労働災害につき再発防

止対策を速やかに行う必要があるためであ

る。では、その「おそれ」がある場合には、

どのように判断するのだろうか。具体的に

は、事業者より提出のあった労働者死傷病

報告書や災害調査結果等により判断される。

もっとも、労災発生時において、その「おそ

れ」の有無が判断できないものについては、

その後の労災認定時点において障害等級第

7 級以上と確定した場合に、重大な労働災

害に該当するものとする。この場合、第 84
条第 2 項第 1 号の「重大な労働災害を発生

させた日」とは、当該労災認定がなされた日

ではなく、当該重大な労働災害が発生した

日として取り扱う。例えば、重大な労働災害

が遅発性の疾病である場合は、診断によっ

て当該疾病にかかったことが確定した日を、

当該負傷又は疾病が原因で死亡した場合に

は、負傷した日又は診断によって疾病にか

かったことが確定した日を、それぞれ「重大

な労働災害が発生させた日」とされている。 
 
（2）重大な労働災害の再発を防止するため

必要がある場合として厚生労働省令で

定める場合に該当すると認めるとき 
 2 つ目の要件は、重大な労働災害の再発

を防止するため必要がある場合として厚生

労働省令で定める場合に該当すると認める

ときである。これは、安衛則第 84 条第 2 項

が定める以下の両方に該当する場合である。

すなわち、 
 ［1］重大な労働災害を発生させた事業者

が、当該重大な労働災害を発生させ

た日から起算して 3 年以内に、当該

重大な労働災害が発生した事業場以

外の事業場において、当該重大な労

働災害と再発を防止するための措置

が同様である重大な労働災害を発生

させた場合 
 ［2］［1］の事業者が発生させた重大な

労働災害及び当該重大な労働災害と

再発を防止するための措置が同様で

ある重大な労働災害が、いずれも当

該事業者が法（安衛法）、じん肺法若

しくは作業環境測定法若しくはこれ

らに基づく命令の規定又は労働基準

法第 36 条第 6 項第 1 号（坑内労働

等の危険有害業務の労働時間制限）、

第 62 条第 1 項若しくは第 2 項（若

年者の危険有害業務への就業制限）、

第 63 条（若年者の坑内労働の禁止）、

第 64 条の 2（妊産婦（産後について

は希望者）ないし女性一般にかかる

坑内業務の全部または一部の就業制

限）若しくは第 64 条の 3 第 1 項若

しくは第 2 項（妊産婦ないし女性一

般にかかる危険有害業務への就業制

限）若しくはこれらの規定に基づく

命令の規定に違反して発生させたも

のである場合 
である。つまり、この 2 つの要件は、重大

な労働災害を発生させた事業者が当該労働

災害発生日から 3 年以内に、当該労働災害

が発生した事業場以外の事業場において、

当該重大な労働災害に対する再発防止措置

が同様である重大な労働災害を発生させ、

かつ、それが安全又は衛生に関する関係法

令の規定に違反した場合である。 
 したがって、第一に、重大な労働災害が発

生した事業場において、繰り返し重大な労
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働災害が発生した場合は含まない ７。第二

に、基本的には重大な労働災害の原因とな

った起因物と事故の方が異なる重大な労働

災害が複数の事業場において発生した場合

には含まれない。［2］の「当該重大な労働

災害と再発を防止するための措置が同様で

ある重大な労働災害」とは、原則として、重

大な労働災害の原因となった起因物（災害

をもたらすもととなった機械、装置など。

「動力機械」、「物上げ装置、運搬機械」、

「その他の装置等」、「仮設物、建築物、構

築物等」、「物質、材料」、「荷」、「環境

等」、「その他」の 8 項目に大別され、さ

らに、25 項目の中分類、101 項目の小分類

に分けられ、ここでは小分類を指す。災害の

直接の加害物とは異なり、たとえば、クレー

ンが動いてきて、つり荷に激突された場合、

起因物はクレーン、加害物はつり荷となる

８）と事故の型（墜落・転落、転倒など、傷

病を受けるもととなった起因物が関係した

現象 ９）が同じである場合である。ただし、

改正法の趣旨が同一企業内における重大な

労働災害の再発防止であることから、事業

者が発生させた複数の事業場における重大

な労働災害について、必要となる再発防止

対策が同様であり、当該対策を企業内で水

平展開することが、企業内の他の事業場に

おける同様の災害防止に有効であるものに

ついては、「当該重大な労働災害と再発を防

止するための措置が同様である重大な労働

災害」に該当するか否かについて、個別に判

断するとされている １０。 
 
（3）労働者・労働組合に対する意見聴取 
 厚生労働大臣から特別安全衛生改善計画

の作成が指示された事業者はその作成にあ

たり、事業場の過半数組合ないし過半数代

表者の意見を聞くことが義務付けられてい

る（第 78 条第 2 項）。そして、事業者は、

特別安全衛生改善計画を作成しようとする

場合には、当該事業場の過半数労働者又は

従業員代表者の意見を聴取しなければなら

ず、提出する特別安全衛生改善計画に添付

しなければならない（安衛則第 84 条第 6
項）。 
 ところで、この過半数労働者又は従業員

代表者は、どの事業場の過半数労働者等か、

労働災害を起こした事業場だけか、あるい

はすべての事業場なのかが問題となる。こ

の点、特別安全衛生改善計画は、「計画の対

象とする事業場」を対象とした計画を定め

ることとされていることから、第 78 条第 2
項にいう「当該事業場」は、この「計画の対

象とする事業場」を指すものであり、すべて

の事業場を指すものではないとされ、計画

の対象とする事業場の過半数労働組合等へ

の意見聴取が求められると解される １１。 
 なお、安衛則第 84 条第 4 項第 2 号の「計

画の対象とする事業場」とは、重大な労働災

害が発生した事業場と同様の作業が存在す

るなど、同様の労働災害が発生する可能性

のあるすべての事業場であるとされる １２。 
 
（4）特別安全衛生改善計画作成の指示と変

更の指示等 
 第 78 条第 1 項は、特別安全衛生改善計画

の作成指示の方法について、「厚生労働省令

で定めるところにより」と定めており、安衛

則第 84 条第 3 項では、特別安全衛生改善計

画作成指示書によるものとされ、同書に記

載する計画の提出期限については、事業者

が発生させた重大な労働災害の態様、必要
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となる計画の範囲等を勘案し、厚生労働大

臣が個別に設定する １３。 
 また、厚生労働大臣は、特別安全衛生改善

計画が重大な労働災害の再発の防止を図る

上で適切でないと認めるときは、厚生労働

省令で定めるところにより、事業者に対し、

当該特別安全衛生改善計画を変更すべきこ

とを指示することができる（第 78 条第 4
項）。ここにいう、「特別安全衛生改善計画

が重大な労働災害の再発の防止を図る上で

適切でないと認めるとき」とは、計画が発生

させた重大な労働災害の原因に対応した対

策の内容になっていないとき、計画の対象

が重大な労働災害の発生した事業場のみに

止まっており、他の関連する事業場で同様

の労働災害の発生を防止するものになって

いないときが含まれる １４。また、特別安全

衛生改善計画の変更の指示は、特別安全衛

生改善計画変更指示書によるものとし、変

更を指示された事業者は、特別安全衛生改

善計画変更届により、厚生労働大臣に提出

しなければならない（安衛則第 84条の 2）。 
 
（5）特別安全衛生改善計画の記載事項 
 安衛則第 84 条第 4 項によれば、特別安全

衛生改善計画の記載事項として、①氏名又

は名称及び住所並びに法人の場合には、そ

の代表者の氏名、②計画の対象とする事業

場、③計画の期間及び実施体制、④当該事業

者が発生させた重大な労働災害及び当該重

大な労働災害と再発を防止するための措置

が同様である重大な労働災害の再発を防止

するための措置及び、⑤その他重大な労働

災害の再発を防止するため必要な事項が挙

げられている。そして、特別安全衛生改善計

画は、事業者の本社事業場を管轄する都道

府県労働局労働基準部健康安全主務課を経

由して厚生労働大臣に提出される １５。なお、

記載事項と関連して、安衛則第 84 条第 4 項

第 2 号の「計画の対象とする事業場」とは、

前述したように、重大な労働災害が発生し

た事業場と同様の作業が存在するなど、同

様の労働災害が発生する可能性のあるすべ

ての事業場である １６。 
 
（6）勧告・公表 
 厚生労働大臣は、事業者が特別安全衛生

改善計画の作成の指示もしくはその変更の

指示に従わなかった場合又は特別安全衛生

改善計画を守っていないと認める場合にお

いて、重大な労働災害が再発するおそれが

あると認めるときは、重大な労働災害の再

発の防止に関し必要な措置をとるべきこと

を勧告することができる。より具体的にい

えば、厚生労働大臣による勧告がなされる

場合として、特別安全衛生改善計画作成指

示書又は特別安全衛生改善計画変更指示書

による指示を受けたにもかかわらず計画を

提出しない場合において、重大な労働災害

が再発するおそれがあると認められるとき

などが挙げられる １７。なお、法第 78 条第

3 項は事業者及び労働者に特別安全衛生改

善計画の遵守義務を課しているが、労働者

のみが遵守していない場合には、厚生労働

大臣はそれに対する勧告を行うことはでき

ないものと考えられる。なぜならば、第 5 項

は、「事業者がその指示に従わなかった場

合」又は「特別安全衛生改善計画を守つてい

ないと認める場合」において、必要な措置を

とるべきことを勧告することができるとさ

れており、労働者のみが遵守していない場

合については定めが置かれていないからで

－2089－



分担研究報告書（南 健悟） 

 

ある。 
 また、厚生労働大臣による勧告において

示された必要な措置をとることに着手しな

い場合など、事業者が勧告に従わなかった

場合には、その旨を公表することができる

（第 78 条第 6 項）。この公表は、企業の名

称及び本社事業場の所在地、発生させた重

大な労働災害の概要・公表するに至った事

由について行われる １８。その目的は、企業

名等の公表により特別安全衛生改善計画の

実行の確保を担保していると説明される

１９。 
 もっとも事業者の大半は、勧告や公表の

前に適切な措置を講じることが十分予想さ

れ、勧告及び公表の仕組みが安全衛生実務

に与える影響はそれほど大きくないとも指

摘されている ２０。 
 
１．３ 関連規定 
（1）法第 79 条：都道府県労働局長が、事

業場の施設その他の事項について、労働災

害の防止を図るため総合的な改善措置を講

ずる必要があると認めるとき、厚生労働省

令で定めるところにより、事業者に対して

安全衛生改善計画を作成すべきことを指示

する権限を定めた規定。 
（2）法第 80 条：厚生労働大臣が、特別安

全衛生改善計画を作成し、これを厚生労働

大臣に提出すべきことを指示した場合又は

変更すべきことを指示した場合、専門的な

助言をする必要とすると認めるとき、当該

事業者に対し、労働安全コンサルタント又

は労働衛生コンサルタントによる安全又は

衛生に係る診断を受け、かつ、特別安全衛生

改善計画の作成又は変更について、これら

の者の意見を聴くべきことを勧奨する権限

を定めた規定。 
 
１．４ 沿革 
１．４．１ 制度史 
 従来、労働災害が発生した場合、労働災害

の原因となった個別の法令違反に対する是

正勧告・司法処分や、次条に定めるように、

総合的な改善が必要と認められた事業場に

対する都道府県労働局長による安全衛生改

善計画の作成指示が行われてきた ２１。しか

し、安全衛生改善計画は個別の事案や個別

の事業場ごとの対応が求められるものであ

り、あくまで事業場における改善にとどま

り、同一企業の別の事業場の安全衛生の改

善や労働災害の防止になるものではなかっ

た ２２。そのため、同じような重大な労働災

害が、同一企業の別の事業場で繰り返し発

生する事案が散見され、このような重大な

労働災害を繰り返す企業への対応が必要で

あるとの考えから導入されたのが、第 78 条

が定める特別安全衛生改善計画である ２３。 
 
１．４．２ 背景になった災害等 
特別安全衛生改善計画に関する制度が設

けられた背景として、上述したように、同一

企業の別々の事業場において同種の労働災

害が頻発しており、事業場ごとの改善を図

るための安全衛生改善計画の作成指示では

不十分であるとの認識がある。第 78 条を新

設するに当たって参考にされた労働災害と

しては、資料によると ２４、まず、死亡災害

の事例として、同一事業者（サービス業）の

異なる現場において、イベント会場の設営

のための資材をトラックから荷卸しする際

に、資材がずり落ち、下敷きになって死亡し

た事例、同一事業者（卸売業）の異なる現場
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において、倉庫内で荷の整理作業中、開口部

から墜落して死亡した事例や、同一事業者

（サービス業）の異なる現場において、エレ

ベーターピット ２５内で点検作業中、挟まれ

て死亡した事例が挙げられる。実際、平成

21 年から平成 23 年の 3 年間において同一

企業で同種の死亡災害が複数回発生した事

例は 10 社以上になっていた。他にも、造船

業を営む会社のある事業場において、パレ

ット ２６（1.3 トン）をクレーンで降ろす作

業中、吊り具がパレットに掛かりパレット

が移動し、被災者が移動したパレットには

さまれて死亡した事象が発生した後、同社

の別の事業場において、鋼板 12 枚を、クレ

ーンで移動させる作業中、クレーンが走行

し、鋼板がクレーンに引きずられ、被災者が

移動してきた鋼板と架台の間にはさまれて

死亡した事象が発生し例が挙げられる。両

事例ともにクレーンによって挟まれた点で

共通している。さらに、建設業を営む事業者

において、道路舗装工事中に、工事箇所の終

点を確認していた被災者が、後退してきた

ドラグ・ショベルに轢かれ死亡した事象が

生じたのち、別の事業場において、道路舗装

工事のためのアスファルト路面剥ぎ取り作

業準備のため、道路内でスプレーによるマ

ーキングを行っていた被災者が、後退して

きたダンプトラックに轢かれ即死した事象

が発生するなど、掘削用機械やトラックに

よる激突による労働災害のケースも見られ

る。さらに別の資料によると ２７、上記期間

内に、同一企業内で過重労働による健康障

害の事例が複数回発生した会社は約 20 社、

同じく、精神障害の事例が複数回発生した

会社も約 30 社に上ったと報告されている。

このように、特別安全衛生改善計画制度は、

同一企業内の異なる事業場において複数回

にわたって同種の労働災害が発生した場合

に、事業者に、事業場単位を超えて対策や改

善措置を講じさせることを企図するもので

ある。 
 
１．５ 運用 
１．５．１ 適用の実際 
 実際に、現時点において、厚生労働大臣が

特別安全衛生改善計画の作成及び提出の指

示を発出した事例は公表されていない。こ

の点、公式の統計記録ではないものの、本制

度創設時における国会審議では、本条が適

用され特別安全衛生改善計画の作成の指示

がなされる可能性がある重大な労働災害を

3 年以内で 2 回繰り返された事例について

は、当時 18 社にとどまっており、ほとんど

ないのではないかとの指摘も見られる ２８。

また、元労働基準監督官の篠原耕一氏、玉泉

孝次氏、藤森和幸氏に対するインタビュー

調査 ２９においては、実際の適用された事例

はほとんど聞かないとのことであった。 
 
１．５．２ 関係判例 
 特別安全衛生改善計画について争われた、

もしくはそれに関連する公刊裁判例は、見

当たらない。 

 

２．１ 条文 

第七十九条 都道府県労働局長は、事業

場の施設その他の事項について、労働災

害の防止を図るため総合的な改善措置を

講ずる必要があると認めるとき（前条第

一項の規定により厚生労働大臣が同項の

厚生労働省令で定める場合に該当すると

認めるときを除く。）は、厚生労働省令で
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定めるところにより、事業者に対し、当

該事業場の安全又は衛生に関する改善計

画（以下「安全衛生改善計画」という。）

を作成すべきことを指示することができ

る。 
２ 前条第二項及び第三項の規定は、安

全衛生改善計画について準用する。この

場合において、同項中「第一項」とあるの

は、「次条第一項」と読み替えるものとす

る。 
 
第八十条 厚生労働大臣は、第七十八条

第一項又は第四項の規定による指示をし

た場合において、専門的な助言を必要と

すると認めるときは、当該事業者に対し、

労働安全コンサルタント又は労働衛生コ

ンサルタントによる安全又は衛生に係る

診断を受け、かつ、特別安全衛生改善計

画の作成又は変更について、これらの者

の意見を聴くべきことを勧奨することが

できる。 
２ 前項の規定は、都道府県労働局長が

前条第一項の規定による指示をした場合

について準用する。この場合において、

前項中「作成又は変更」とあるのは、「作

成」と読み替えるものとする。 

 

２．２ 趣旨と内容 
２．２．１ 第 79 条、第 80 条 
２．２．１．１ 趣旨 
 法第 79 条は、都道府県労働局長による安

全衛生改善計画の作成の指示について定め

ている。労働災害を防止するためには、まず

は事業者が自主的に災害防止のための対策

を講ずることが基本となるものの、その取

組みが不十分で、労災を多発させてしまう

事業場も少なくないと言われている ３０。そ

こで、本条は、都道府県労働局長に対して、

労災の防止を図るため「総合的な改善措置」

を講じなければ、労災の的確な防止ができ

ないような事業場を対象に、安全衛生改善

計画の作成を指示する権限を付与している

３１。すなわち、国が関与して、事業場に災

害防止に関する計画を作成させることによ

り、災害の再発防止を図ろうとした制度と

いえる ３２。計画の作成の指示は、事業場の

安全衛生の状態を総合的に改善しようとす

るものであるから、必ずしも法違反の状態

にあるもののみを前提とするものではない

とされている ３３。そのため、「この指示は、

当該事業場が法違反の状態になくとも行う

ことができ、その意味で踏み込んだ規制に

より積極的に事業場をより良好な安全衛生

状態へと高める施策である」と評価されて

いる ３４。 
 
２．２．１．２ 内容 
（1）総合的な改善措置 
 第 79 条にいう「総合的な改善措置」とは、

労働災害の防止を図るための設備、管理、教

育面等の全般にわたる改善措置をいうが、

必ずしも事業場全体に係る改善措置である

必要はなく、事業場のうちの一部門に限っ

た改善措置でも差し支えないとされている

３５。 
 
（2）安全衛生改善計画の作成指示及び計画

の内容 
 安全衛生改善計画の作成指示は、改善措

置を講ずべき事項その他の事項及び作成期

限を記載した書面により行い、この指示を

受けた事業者は、速やかに安全衛生改善計
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画を作成することが求められる ３６。都道府

県労働局長による改善指示は、労働者の安

全と健康の確保のために講じなければなら

ない事項について当該事業場にとって改善

が不可欠であると考えられる事項が示され

るものであり、労働災害の防止のため、機械

設備の配置や作業工程に関する改善、通路

の確保、機械設備の安全化、騒音、振動、暑

熱環境等の有害性の除去あるいは低減措置、

有害化学物質の発生源対策等、作業標準（作

業手順、作業マニュアル）の整備及び改訂、

安全衛生教育の実施、保護具や防具の整備

等、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生

管理者等の安全衛生担当者の選任ならびに

職務権限や職務内容の見直し、安全衛生委

員会等の活性化、リスクアセスメント及び

労働安全衛生マネジメントシステムへの取

組みの促進等に関することの必要性等が指

示される ３７。 
安全衛生改善計画の内容は、職場の安全

衛生水準の現状を十分に検討し、労災防止

や安全衛生の確保に効果のある内容にする

ことが必要であり ３８、また、改善計画は企

業の実態に即して、将来を見越した確実な

計画を策定し、誇大計画にならないように

注意する必要がある ３９。より具体的には、

一般に、以下のようなものが内容に含まれ

ることになる。すなわち、 
 １）生産・荷役・運搬・掘削用等の機械、

電気設備・化学設備・炉その他の設備装

置の改修、代替、新設 
 ２）有害物に係る機械、設備、建物等の局

所排気装置、換気装置等の措置 
 ３）有害物の用後処理施設についての措

置 
 ４）作業標準の設定及びその具体的実施

のための訓練の方策 
が挙げられる ４０。 
 なお、安全衛生改善計画の作成に当たっ

ては、後述する労働者の意見を聴くことが

義務付けられているが、実務上、リスクアセ

スメントに従事する労働者や管理監督者の

意見を聴くことが重要とされ、また、必要に

応じ労働安全コンサルタントや労働衛生コ

ンサルタント等の専門家の助言を求めるこ

とも望まれており ４１、実際、都道府県労働

局長から、それぞれのコンサルタントの意

見を聴くべき旨の勧奨を受ける可能性もあ

る（第 80 条）４２。 
 
（3）労働者・労働組合に対する意見聴取 
 特別安全衛生改善計画と同様に、安全衛

生改善計画を作成するに当たっては、事業

場の労働者の過半数で組織する労働組合が

あるときにおいてはその労働組合、労働者

の過半数で組織する労働組合がないときに

おいては労働者の過半数を代表する者の意

見を聴かなければならない（第79条第2項、

第 78 条第 2 項）。そして、計画を提出する

際には、労働組合又は労働者を代表する者

の意見を記載した書面を添付しなければな

らない。なお、この点については、特別安全

衛生改善計画の項も参照のこと。 
 
（4）安全衛生改善計画の提出 
 事業者が安全衛生改善計画を作成した後、

その計画を、所轄労働基準監督署長を経由

してその指示をした都道府県労働局長へ 2
通提出することとなっている（安衛則第 84
条及び様式第 19 号）。 
 
（5）安全衛生診断 
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 第 78 条及び第 79 条に定められている特

別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画

の作成には、高度に専門的な知識を必要と

する場合がある一方、必ずしもこうした専

門的知識を備えた労働者が企業にいるとは

限らない。そこで、都道府県労働局長は、当

該事業者に対し、専門的知識や経験のある

労働安全コンサルタントや労働衛生コンサ

ルタントによる安全・衛生にかかる診断を

受け、特別安全衛生改善計画や安全衛生改

善計画の作成について、その意見を聴くべ

きことを勧奨することができるよう規定し

ている ４３。 
 第 80 条も 2 回改正されているが、いずれ

も形式的な改正に止まっている。すなわち、

平成 11 年の改正は、第 79 条の改正と同様

に、省庁再編に伴う都道府県労働基準局長

から都道府県労働局長への変更と、平成 26
年改正は、特別安全衛生改善計画制度の導

入に伴う改正である。 
 以上の通り、安全衛生診断制度は、労働安

全コンサルタントや労働衛生コンサルタン

トによる安全衛生診断を通じて、事業場の

特別安全衛生改善計画や安全衛生改善計画

の実効性を高めるためのものと言える。 
 
２．３ 関連規定 
法第 78 条第 1 項、第 4 項：厚生労働大臣

は、重大な労働災害として厚生労働省令で

定めるものが発生した場合において、重大

な労働災害の再発を防止するため必要があ

る場合として厚生労働省令で定める場合に

該当すると認めるときは、厚生労働省令で

定めるところにより、事業者に対し、その事

業場の安全又は衛生に関する改善計画（特

別安全衛生改善計画）を作成し、これを厚生

労働大臣に提出すべきこと、又は変更すべ

きことを指示することができる。 
 
２．４ 沿革 
２．４．１ 制度史 
労働災害を防止するためには、事業者が

自主的に災害防止のための対策を講ずるこ

とが基本となる一方、こうした取組みが不

十分で、労災を多発させてしまう事業場も

存在する。そこで、労働安全衛生法制定時

に、企業に自主的に安全衛生の改善をはか

らせるような指導をする目的で ４４、都道府

県労働局長が安全衛生改善計画の作成を指

示することができるようにする規定を初め

て設け、行政指導監督を強化したものであ

る ４５。 
もっとも、労働安全衛生法立法時には、既

に労働省（当時）労働基準局による安全管理

特別指導制度（昭和 25 年～）と衛生管理特

別指導制度（昭和 27 年～）が存在していた

４６。当時、事業場における各種安全設備が

戦争によって損傷されたままになっており、

労働基準法の制定によって改善されつつあ

ったものの、産業復興には追随していなか

ったという。そのため、労働者の安全教育の

欠如、安全管理の不徹底、労働力の増大等に

よる労働災害 ４７等が生じていた。そこで、

昭和 25 年、労働災害の抑制を企図し、地方

の労働基準局ごとに災害発生率の高い主要

事業場を選定し、その発生災害の 3 割減少

を目標として、特別安全管理指導を行うよ

うになったという ４８。昭和 25 年における

安全管理特別指導事業場の選定については、

全国の都道府県労働基準局管内における災

害率の高い事業場のうち、次の 3 つの条件

を検討して選定された。 
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①災害度数率 ４９が同業種の平均値に比

べて高いこと 
②労災補償保険の給付額が多額に上り、

保険経済の立場から成績の悪いこと 
③労働者数が 150 人～1000 人程度であ

ること 
 昭和 25 年に選定された事業場は、労働者

数 1000 人未満の事業場が 556、1000 人以

上の事業場が 87 事業場となった。当時、対

象となった事業場に対しては、労使双方に

対する安全指導、安全管理組織の検討指導、

安全委員会、安全管理研究会等の開催指導、

安全点検の励行指導、危険有害業務の調査

対策指導、作業動作の標準化・教育訓練指

導、安全教育計画作成・実施指導といった内

容が含まれていたと推測される ５０。これら

の安全管理特別指導によって、昭和 24 年と

比較して、労働者 1 人当たりの年間労働時

間が約 7％増だったにもかかわらず、災害

度数率は 15.2％の減少が見られたという

５１。さらに昭和 27 年からは、衛生管理特

別指導もスタートした ５２。スタート時には、

衛生管理組織の整備、健康診断の実施、病者

の保護措置、環境調査とそれに伴う施設の

改善、適切な教育の実施等が指導事項とし

て挙げられ、また、労働衛生に関する特別指

導の対象事業場として指導育成を目的とし

て行われた ５３。その後、衛生管理機構の整

備、主任の衛生管理者を始め衛生管理者を

主体とする衛生管理の業務内容の確立、疾

病発生の予防及び作業環境の改善に指導の

重点を置き、その具体的な指導事項として、

衛生管理機構の整備・衛生委員会の適正な

運営、適切な衛生教育の徹底とその効果の

判定、健康診断の完全実施とそれによって

見つかった患者の措置、事業場の労働者疾

病統計の作成による、疾病発生状況、疾病に

よる欠勤者延数、欠勤率、疾病による休業延

日数、損失労働時間延数、労働時間損失率等

の調査と疾病による労働損失の把握が挙げ

られていた ５４。 
 このように、安全衛生改善計画に関する

規定が設けられる以前においても、安全管

理特別指導や衛生管理特別指導という形で

行政による指導が行われていた。そして、当

時、これらの特別指導については、第一に、

労働者の生命身体の保護ということが目的

として挙げられていたが、これにとどまら

ずに、労災による労働生産性の低下を防ぎ、

企業経営の効率化を図ること、そして、労災

保険の支出の削減も目的としていたと推測

される ５５。 
このような安全管理特別指導及び衛生管

理特別指導に加え、具体的な労災防止対策

の行政措置の実効性確保という観点から

５６、労働安全衛生法制定時の中央労働基準

審議会の答申（労働安全衛生に関する法制

について（答申））５７において、「八 自

主的改善計画の作成」として「事業者の作成

する安全衛生改善計画に基づき自主的な労

働災害防止活動を昂揚する」ことを目的と

して安全衛生改善計画に関する規定を創設

することとなった。さらに、災害多発事業場

に対する安全衛生のための改善計画の作成

指示と必要に応じた専門家（安全・衛生コン

サルタント）による助言を可能にする条文

が盛り込まれた ５８。この際、行政庁は安全

衛生改善計画の作成については指示するも

のの、安全衛生の診断については、資格を有

する労働安全衛生コンサルタントによる診

断を受けることなどを勧奨することができ

るとしており、第三者の手をもって行わせ
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る監督指導自体の間接化の一端が垣間見え

る ５９。 
なお、現在でも安全衛生改善計画は、「具

体的な計画を作成させるもので、安全衛生

管理特別指導制度の骨格となるもの」とし

て位置づけられている ６０。 
第 79 条は 2 度の改正を経ているが、一度

目は、平成 11 年の中央省庁再編に伴い都道

府県労働基準局、都道府県女性少年局及び

都道府県職業安定主務課が統合して都道府

県労働局となったことから、作成指示を出

す権限の主体について、都道府県労働基準

局長から都道府県労働局長へと変更したも

の（平成 11 年改正労働安全衛生法）、二度

目は、平成 26 年に特別安全衛生改善計画制

度の制定に伴い条文番号を一つ繰り下げた

ものであり（平成 26 年改正労働安全衛生

法）、実質的な改正ではない。 
 
２．４．２ 背景になった災害等 
 労働安全衛生改善計画の作成と指示に関

する本条についても、制度創設に当たり、具

体的な労働災害が背景にあったわけではな

く、沿革史の部分で説明したように、既に存

在していた安全管理特別指導又は衛生管理

特別指導の骨格となるものとして、安全衛

生に関する行政措置の実効性確保という観

点から事業者の自主的な労災防止活動を促

すために設けられたものといえる。 
 
２．５ 運用 
２．５．１ 適用の実際 
 本条の適用について、元労働基準監督官

である篠原耕一氏、玉泉孝次氏、藤森和幸氏

へのインタビュー調査においては、まず、本

条が適用され、都道府県労働局長による安

全衛生改善計画の作成指示につき、前述し

たように、安衛法違反がなされた場合にの

み行われるわけではないことから、労働災

害の的確な防止のため法違反状態のない事

業場に対して作成を指示することがあると

いう。そのため、法違反が見られたために、

本条に基づき労働安全衛生改善計画の作成

を指示するというよりも、安全衛生につき

より優れた取り組みを促すために、そのよ

うな取り組みが可能な事業場に対して、あ

る種のスキルアップという観点から作成が

指示される事例もあるという。また、従前、

労働安全衛生融資制度 ６１があった時期に

おいては、本条が定める事業場として指定

されることで同制度を用いて労働安全衛生

に関する設備投資を促していたとの指摘が

あった。前述したように、労働安全衛生改善

計画の作成指示は、指定事業場の自主的な

労働安全衛生の改善を促すものであること

から、労働安全衛生融資制度と相俟って、あ

えて指定事業場にすることでそうした取り

組みを促進していたものであるならば、本

条の趣旨と軌を一にするものと考えられる。 
さらに、現在では行われていないが、玉泉

孝次氏によれば、古くは、安全衛生改善計画

の作成が指示された安全管理特別指定や衛

生管理特別指定の事業場になると、その旨

を事業場に掲示させていたという実務もあ

ったという。一種のポストノーティス的な

ものとも考えられるが、これには一定の労

働災害の抑止効果があったと考えられる。

これは、現在の企業名公表制度（安衛法第

78 条 6 項）とも類似するものとも考えられ

る。このように事業場に掲示されることに

より、他者から指定事業場であると公表さ

れることになるが、現在では、適切なものと
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は言い難いように思われる。そもそも安全

衛生改善計画の作成指示は法違反状態でな

くともおこなわれるものであるため、他者

から当該事業場が安衛法違反行為を行った

と誤解されるおそれもあろう。 
 ところで、近時は、本条に基づく指示が少

なくなっているものの、第 3 次産業や介護

施設等の事業場に対して適用される事例が

出てきているとの指摘があった。また、衛生

改善計画については、実際に改善させるた

めには多大な設備投資が必要であることが

多いことから、指定事業場として作成の指

示を出すことが難しいという実態も見られ

るという。 
 なお、本条により労働安全衛生改善計画

の作成を指示された事業場に対して、都道

府県労働局長は、安衛法第 80 条 1 項及び 2
項に基づき安全衛生の診断を受けさせ、か

つ、同計画の作成等について労働安全コン

サルタント又は労働衛生コンサルタントの

意見を聴くべきことを勧奨することができ

る。その際、以前は、労働安全衛生改善計画

の作成を指示された事業者を集めて合同の

説明会を開催した上で、労働安全コンサル

タント又は労働衛生コンサルタント制度を

紹介したり、実際に労働安全コンサルタン

ト又は労働衛生コンサルタントから説明が

なされたりすることもあったという。また、

そこで実際に事業場の担当者が労働安全コ

ンサルタント又は労働衛生コンサルタント

に依頼することも見られたという。しかし、

現在では、労働災害事例も少なく、安全衛生

改善計画の作成を指示される事業場が少な

く、事業場ごとに説明が行われるようにな

り、事業場と労働安全コンサルタント・労働

衛生コンサルタントとの繋がりが弱くなっ

ている可能性が示唆される ６２。 
 
 ２．５．２ 関係判例  
 安全衛生改善計画の作成の指示やその内

容が直接争われた事案ではないが、都道府

県労働基準局長（当時）による安全衛生改善

計画の作成指示権限に関連して、じん肺の

発生について国の監督機関の労働法規上の

監督権限の不行使に違法があり、国家賠償

法 1 条 1 項の責任が争われた、長野地判昭

和 61 年 6 月 27 日判タ 616 号 34 頁〔長野

じん肺訴訟第一審判決〕がある。本件は都道

府県労働基準局長が事業者に安全衛生改善

計画の作成を指示し、当該事業者から当該

計画の提出がなされていた事案である。 
 
＜事実の概要＞ 
本件は、石綿製品の製造作業に従事して

いた原告労働者 X ら（及びその相続人）が

じん肺に罹患したことについて、被告使用

者 Y1 社及びその親会社 Y2 社のほか、国家

賠償法 1 条 1 項に基づき被告国 Y3 に対し

て損害賠償責任を求めた事案である。本件

では、長野労働基準局長による監督権限の

行使が問題となっているが、その一つとし

て数度にわたって、第 79 条に基づき、被告

Y1 社に対して、過去にじん肺所見者が出現

したことなどから、安全衛生改善計画の作

成を指示し、改善計画報告書が Y1 社から

提出されていた。なお、ここにいう改善計画

報告書がどのような書類であるかについて

は本判決では特段示されていない。 
 
＜判旨＞ 
「昭和 45 年 4 月衛特事業場に指定して

集団指導を実施し、同年 5 月 27 日右指定に
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基づく定期監督により時間外労働関係等に

ついて是正勧告の指導をするとともに除じ

ん設備関係、じん肺健康診断関係等につい

て指導し、同年 10 月 8 日有害物取扱事業場

に対する一斉監督を兼ねて右指定に基づく

定期監督により時間外労働関係、じん肺健

康診断関係のほか、防じんマスクの着用の

徹底等につき指導し、昭和 46 年 4 月衛特事

業場に指定して集団指導を実施し、同年 4
月 20 日右指定に基づく定期監督により除

じん設備増設の確認とじん肺健康診断の調

査と指導をし、同年 9 月 13 日特定化学物質

等取扱事業場に対する一斉監督指導により、

粉じん濃度の調査と改善を指導し、昭和 47
年 4 月 25 日衛特事業場に指定し、同年 6 月

集団指導を実施し、同年 9 月 12 日右指定に

基づく局署合同監督により粉じん濃度の確

認と精紡機につき局所排気装置未設置を理

由に変更命令をしたほか、局所排気装置の

一部改善、二次粉じん発散防止、じん肺健康

診断関係、検定合格品の防じんマスク着用

等について指導し、同同年年 1111 月月集集団団指指導導のの結結

果果同同被被告告かからら安安全全衛衛生生改改善善計計画画のの届届出出とと改改

善善融融資資をを受受けけるる旨旨のの認認証証願願がが提提出出さされれ、こ

れを認証し、昭和 48 年 3 月 23 日右指定に

基づく局署合同監督により除じん設備関係

等について指導し、昭和 48 年 4 月衛特事業

場に指定し、同年 5 月集団指導を実施し、

同年 6 月下旬右指定に基づく定期監督によ

り精紡機一基につき局所排気装置未設置を

理由に変更命令をしたほか、除じん設備関

係、粉じんの二次発生（作業場内に堆積した

粉じんの発じん）の防止、検定合格品の防じ

んマスクの着用等について指導し、同年同

月ころした衛生管理実施計画の指導に基づ

いて Y1 社が安全衛生融資制度を利用して

400 万円を借受け、右計画に基づく工事に

着工した事実があり、同年 10 月 11 日右指

定に基づく定期監督により右工事の確認と

局所排気装置の点検等について是正勧告の

指導をし、昭和 49 年 4 月衛特事業場に指定

し、集団指導を実施し、同年 9 月 10 日右指

定に基づく定期監督により前記除じん設備

改善工事完成の確認、粉じん濃度の調査、確

認とじん肺健康診断関係、時間外労働関係、

防じんマスク関係、除じん設備関係等につ

いて指導し、昭和 50 年 10 月 2 日定期監督

により混綿機前等につき局所排気装置未設

置を理由に変更命令をしたほか、じん肺健

康診断関係、局所排気装置関係、検定合格品

の防じんマスクの使用等につき指導したこ

とが明らかである。」とした上で、「監督機

関が前記監督上の措置以上のことをしなか

ったことをもってその監督権限の行使につ

き裁量の範囲を著しく逸脱し、著しく合理

性を欠いたものとはいうことはできない。」

とした。 
 
＜本判決からの示唆＞ 
 本判決では、都道府県労働局長による労

働安全衛生改善計画の指示があった事例で

あり、さらに他の監督権限も行使されてい

たという事実認定の下、監督権限の不行使

について違法がなかったとされた事例であ

る。もし、労働安全衛生改善計画の作成指示

を行わなかった場合には、監督権限の不行

使により国の責任が認められるかまでは本

判決からはわからない。また、従来の裁判例

において、労働安全衛生改善計画の作成指

示について明示的に争われたことはなく

（例えば、最判平成 26 年 10 月 9 日判時

2241 号 13 頁〔大阪・泉南アスベスト訴訟
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上告審判決〕参照）、単に当該計画の作成指

示を行わなかったことのみをもって国の監

督権限不行使が認められるとは即断するこ

とはできないものと思われる。あくまで考

慮要素の一つに過ぎないものと考えられる。 
 
３．１ 条文 
第八十一条 労働安全コンサルタント

は、労働安全コンサルタントの名称を用

いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労

働者の安全の水準の向上を図るため、事

業場の安全についての診断及びこれに基

づく指導を行なうことを業とする。 
２ 労働衛生コンサルタントは、労働衛

生コンサルタントの名称を用いて、他人

の求めに応じ報酬を得て、労働者の衛生

の水準の向上を図るため、事業場の衛生

についての診断及びこれに基づく指導を

行なうことを業とする。 
 
第八十二条 労働安全コンサルタント試

験は、厚生労働大臣が行なう。 
２ 労働安全コンサルタント試験は、厚

生労働省令で定める区分ごとに、筆記試

験及び口述試験によつて行なう。 
３ 次の各号のいずれかに該当する者で

なければ、労働安全コンサルタント試験

を受けることができない。 
一 学校教育法（昭和二十二年法律第二

十六号）による大学（短期大学を除く。）

若しくは旧大学令（大正七年勅令第三百

八十八号）による大学又は旧専門学校令

（明治三十六年勅令第六十一号）による

専門学校において理科系統の正規の課程

を修めて卒業した者で、その後五年以上

安全の実務に従事した経験を有するもの 

二 学校教育法による短期大学（同法に

よる専門職大学の前期課程（以下「専門

職大学前期課程」という。）を含む。）又

は高等専門学校において理科系統の正規

の課程を修めて卒業した者（専門職大学

前期課程にあつては、修了した者）で、そ

の後七年以上安全の実務に従事した経験

を有するもの 
三 前二号に掲げる者と同等以上の能力

を有すると認められる者で、厚生労働省

令で定めるもの 
４ 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定

める資格を有する者に対し、第二項の筆

記試験又は口述試験の全部又は一部を免

除することができる。 
 
第八十三条 労働衛生コンサルタント試

験は、厚生労働大臣が行なう。 
２ 前条第二項から第四項までの規定

は、労働衛生コンサルタント試験につい

て準用する。この場合において、同条第

三項第一号及び第二号中「安全」とある

のは、「衛生」と読み替えるものとする。 
 
第八十三条の二 厚生労働大臣は、厚生

労働省令で定めるところにより、厚生労

働大臣の指定する者（以下「指定コンサ

ルタント試験機関」という。）に労働安全

コンサルタント試験又は労働衛生コンサ

ルタント試験の実施に関する事務（合格

の決定に関する事務を除く。以下「コン

サルタント試験事務」という。）の全部又

は一部を行わせることができる。 
 
第八十三条の三 第七十五条の二第二項

及び第三項並びに第七十五条の三から第
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七十五条の十二までの規定は、前条の規

定による指定、指定コンサルタント試験

機関及びコンサルタント試験事務につい

て準用する。この場合において、第七十

五条の二第三項及び第七十五条の十二中

「都道府県労働局長」とあるのは「厚生

労働大臣」と、第七十五条の二第三項中

「第一項」とあるのは「第八十三条の二」

と、第七十五条の四第二項中「第七十五

条の六第一項に規定する試験事務規程」

とあるのは「コンサルタント試験事務の

実施に関する規程」と、第七十五条の五

第一項中「免許を受ける者として必要な

知識及び能力を有するかどうかの判定」

とあるのは「労働安全コンサルタント試

験又は労働衛生コンサルタント試験の問

題の作成及び採点」と、同条及び第七十

五条の八中「免許試験員」とあるのは「コ

ンサルタント試験員」と、第七十五条の

五第四項中「次条第一項に規定する試験

事務規程」とあるのは「コンサルタント

試験事務の実施に関する規程」と、第七

十五条の六第一項中「規程（以下この条

及び第七十五条の十一第二項第四号にお

いて「試験事務規程」という。）」とある

のは「規程」と、同条第二項及び第三項並

びに第七十五条の十一第二項第四号中

「試験事務規程」とあるのは「コンサル

タント試験事務の実施に関する規程」と

読み替えるものとする。 
 
第八十四条 労働安全コンサルタント試

験又は労働衛生コンサルタント試験に合

格した者は、厚生労働省に備える労働安

全コンサルタント名簿又は労働衛生コン

サルタント名簿に、氏名、事務所の所在

地その他厚生労働省令で定める事項の登

録を受けて、労働安全コンサルタント又

は労働衛生コンサルタントとなることが

できる。 
２ 次の各号のいずれかに該当する者

は、前項の登録を受けることができない。 
一 成年被後見人又は被保佐人 
二 この法律又はこれに基づく命令の規

定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、

その執行を終わり、又は執行を受けるこ

とがなくなつた日から起算して二年を経

過しない者 
三 この法律及びこれに基づく命令以外

の法令の規定に違反して、禁錮以上の刑

に処せられ、その執行を終わり、又は執

行を受けることがなくなつた日から起算

して二年を経過しない者 
四 次条第二項の規定により登録を取り

消され、その取消しの日から起算して二

年を経過しない者 
 
第八十五条 厚生労働大臣は、労働安全

コンサルタント又は労働衛生コンサルタ

ント（以下「コンサルタント」という。）

が前条第二項第一号から第三号までのい

ずれかに該当するに至つたときは、その

登録を取り消さなければならない。 
２ 厚生労働大臣は、コンサルタントが

第八十六条の規定に違反したときは、そ

の登録を取り消すことができる。 
 
第八十五条の二 厚生労働大臣は、厚生

労働大臣の指定する者（以下「指定登録

機関」という。）に、コンサルタントの登

録の実施に関する事務（前条の規定によ

る登録の取消しに関する事務を除く。以
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下「登録事務」という。）を行わせること

ができる。 
２ 指定登録機関が登録事務を行う場合

における第八十四条第一項の規定の適用

については、同項中「厚生労働省に」とあ

るのは「指定登録機関に」とする。 
 
第八十五条の三 第七十五条の二第二項

及び第三項、第七十五条の三、第七十五

条の四並びに第七十五条の六から第七十

五条の十二までの規定は、前条第一項の

規定による指定、指定登録機関及び登録

事務について準用する。この場合におい

て、第七十五条の二第三項及び第七十五

条の十二中「都道府県労働局長」とある

のは「厚生労働大臣」と、第七十五条の二

第三項中「第一項」とあるのは「第八十五

条の二第一項」と、第七十五条の四第二

項中「第七十五条の六第一項に規定する

試験事務規程」とあるのは「登録事務の

実施に関する規程」と、第七十五条の六

第一項中「規程（以下この条及び第七十

五条の十一第二項第四号において「試験

事務規程」という。）」とあるのは「規

程」と、同条第二項及び第三項並びに第

七十五条の十一第二項第四号中「試験事

務規程」とあるのは「登録事務の実施に

関する規程」と、第七十五条の八中「職員

（免許試験員を含む。）」とあるのは「職

員」と、第七十五条の十中「試験事務の全

部又は一部」とあるのは「登録事務」と、

第七十五条の十一第二項及び第七十五条

の十二中「試験事務の全部若しくは一部」

とあるのは「登録事務」と読み替えるも

のとする。 
 

第八十六条 コンサルタントは、コンサ

ルタントの信用を傷つけ、又はコンサル

タント全体の不名誉となるような行為を

してはならない。 
２ コンサルタントは、その業務に関し

て知り得た秘密を漏らし、又は盗用して

はならない。コンサルタントでなくなつ

た後においても、同様とする。 
 
第八十七条 その名称中に日本労働安全

衛生コンサルタント会という文字を用い

る一般社団法人は、コンサルタントを社

員とする旨の定款の定めがあり、かつ、

全国のコンサルタントの品位の保持及び

その業務の進歩改善に資するため、社員

の指導及び連絡に関する事務を全国的に

行うことを目的とするものに限り、設立

することができる。 
２ 前項に規定する定款の定めは、これ

を変更することができない。 
３ 第一項の一般社団法人（以下「コン

サルタント会」という。）は、成立したと

きは、成立の日から二週間以内に、登記

事項証明書及び定款の写しを添えて、そ

の旨を厚生労働大臣に届け出なければな

らない。 
４ コンサルタント会の業務は、厚生労

働大臣の監督に属する。 
５ 厚生労働大臣は、コンサルタント会

の業務の適正な実施を確保するため必要

があると認めるときは、いつでも、当該

業務及びコンサルタント会の財産の状況

を検査し、又はコンサルタント会に対し、

当該業務に関し監督上必要な命令をする

ことができる。 
６ コンサルタント会以外の者は、その
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名称中に日本労働安全衛生コンサルタン

ト会という文字を用いてはならない。 
 
３．２ 趣旨と内容 
３．２．１ 第 81 条～第 87 条 
３．２．１．１ 趣旨 
 労働安全コンサルタント及び労働衛生コ

ンサルタントの業務とその性格並びに日本

労働安全衛生コンサルタント会の業務等を

定めた規定である ６３。 
 
３．２．１．２ 内容 
（1）労働安全コンサルタント・労働衛生コ

ンサルタントの概要 
 労働安全コンサルタントの業務は、労働

安全コンサルタントの名称を用いて、他人

の求めに応じ報酬を得て、労働者の安全の

水準の向上を図るため、事業場の安全につ

いての診断及びこれに基づく指導を行うこ

とである（第 81 条第 1 項）。また、労働衛

生コンサルタントの業務は、労働衛生コン

サルタントの名称を用いて、他人の求めに

応じ報酬を得て、労働者の衛生の水準の向

上を図るため、事業場の衛生についての診

断及びこれに基づく指導を行うものである

（同第 2 項）。また、ときには行政機関が

中小企業等に対し、コンサルタントの診断

や指導を受けるべきことを勧奨することも

ある ６４。すなわち、厚生労働大臣は、厚生

労働大臣が事業者に対して特別安全衛生改

善計画の作成ないし変更又は都道府県労働

局長が安全衛生改善計画作成の指示を行っ

た場合に（第 78 条第 1 項、第 4 項及び第

79 条第 1 項、第 2 項）、コンサルタントの

診断等を受けるようにとの勧奨をすること

ができる（第 80 条）。また、安全管理者と

衛生管理者は、事業場専属の者であること

が原則であるが、専属の者が一人でもいれ

ば、他は専属でない労働安全コンサルタン

トか労働衛生コンサルタントを選任しても

よく（安衛則第 4 条第 1 項第 2 号、第 7 条

第 1 項第 2 号）、加えて、安全衛生推進者

や衛生推進者については、事業場専属でな

い労働安全コンサルタントや労働衛生コン

サルタントを選任してもよいとされている

（安衛則第 12 条の 3 第 2 号）６５。 
 
（2）労働安全コンサルタント・労働衛生コ

ンサルタントの役割 
 労働安全コンサルタント及び労働衛生コ

ンサルタントの法政策上の主な業務や役割

には以下のようなものが挙げられる ６６。 
 第一に、安衛法第 78 条及び第 79 条に基

づく厚生労働大臣による事業者への特別安

全衛生改善計画の作成・変更指示及び都道

府県労働局長による事業者への安全衛生改

善計画の作成指示に際して当該事業者に勧

奨される安全衛生診断等（≓安全管理・衛生

管理特別指導の一環としての安全衛生診断

等）がある。第二に、日本労働安全衛生コン

サルタント会が厚生労働省より委託を受け

て実施している中小企業を対象とした安全

衛生診断事業等の担当業務がある。第三に、

第 13 次労働災害防止計画が示唆する安全

衛生管理組織の強化及び人材育成の推進と

いう観点からの事業場外の専門人材の活用

という趣旨に沿って、各事業場が自主的に

選任した者に割り当てる業務がある。なお、

健康障害事案において近時、産業医の選任

を安配義務の一環とする例が増えていると

の指摘も見られ、これは産業医に限らず安

全衛生に関する他の専門家にも妥当すると
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いう ６７。したがって、労働安全コンサルタ

ント・労働衛生コンサルタント制度は、使用

者が安衛法上の安全衛生管理義務や民事法

上の安全配慮義務を履行する際に、適切な

専門家の関与を受けることで、それらの義

務違反を回避するシステムの一環としても

機能するだろう。 
 
（3）他の制度―旧労災防止指導員 
 労働安全コンサルタント及び労働衛生コ

ンサルタントではないものの、事業場に対

して労働災害の防止を図るために用いられ

ていた制度として労災防止指導員制度があ

った。労災防止指導員とは、「労災防止指導

員規程」に基づき、中小規模事業場等におけ

る安全衛生管理の向上を図り、もって労働

災害の防止に資するため任命される非常勤

の国家公務員である ６８。労災防止指導員は、

平成 23 年廃止前労災防止指導員規程（平成 
13 年厚生労働省訓第 41 号）に基づく制度

であり、中小規模事業場等における安全管

理及び衛生管理の向上を図り、もって労働

災害の防止に資するため、都道府県労働局

に置かれ（同規程 1 条）、その職務内容と

して都道府県労働局長の指示を受けて、中

小規模事業場等における安全管理及び衛生

管理についての指導に関する事務に従事す

るものとされていた（同規程 2 条）。その

労災防止指導員は事業場を実際に訪問し、

その知識や経験を活かして ６９、主として安

全管理について指導していた。元労働基準

監督官である玉泉孝次氏によれば、労働安

全コンサルタント又は労働衛生コンサルタ

ントを利用するよりも、事業場によっては

労災防止指導員による指導を受ける例もあ

ったという。労働安全コンサルタント又は

労働衛生コンサルタントはあくまで民間に

よるものである一方、労災防止指導員は非

常勤の国家公務員であり、公的な制度であ

ったということも相俟って、活用されてい

たという。もっとも、平成 23 年に事業仕分

けの一環として廃止された ７０。 
 
（4）コンサルタント業務の非独占性 
 労働安全コンサルタント及び労働衛生コ

ンサルタントは、その名称を用いて、他人の

求めに応じ報酬を得て事業場の安全及び衛

生についての診断及びこれに基づく指導を

行うことを業とすることができるとされて

いる。そして、労働安全コンサルタント及び

労働衛生コンサルタントは、技術全般及び

安全又は衛生に関する高度の知識と豊富な

実務経験が要求されることから、受験資格

及び試験制度が設けられている ７１。しかし

ながら、両コンサルタント共に、名称独占規

定及び業務独占規定は設けられていない

７２。すなわち、労働安全コンサルタント及

び労働衛生コンサルタントではない者であ

っても、それらの名称を利用して、業とし

て、報酬を得て、安全衛生診断及びこれに基

づく指導を行うことは許容されている。た

だし、後述するように、日本労働安全衛生コ

ンサルタント会については名称独占とされ

ている（第 87 条第 6 項）。 
 
３．３ 関連規定 
（1）第 78 条：厚生労働大臣は、重大な労

働災害として厚生労働省令で定めるものが

発生した場合において、重大な労働災害の

再発を防止するため必要がある場合として

厚生労働省令で定める場合に該当すると認

めるときは、厚生労働省令で定めるところ
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により、事業者に対し、その事業場の安全又

は衛生に関する改善計画（特別安全衛生改

善計画）を作成し、これを厚生労働大臣に提

出すべきこと、又は変更すべきことを指示

する権限を定めた規定。 
（2）第 79 条：都道府県労働局長が、事業

場の施設その他の事項について、労働災害

の防止を図るため総合的な改善措置を講ず

る必要があると認めるとき、厚生労働省令

で定めるところにより、事業者に対して安

全衛生改善計画を作成すべきことを指示す

る権限を定めた規定。 
（3）第 80 条：厚生労働大臣が、事業者に

対して特別安全衛生改善計画の作成ないし

変更を指示した場合、又は、都道府県労働局

長が、事業者に対して安全衛生改善計画の

作成を指示した場合で、専門的な助言をす

る必要とすると認めるとき、当該事業者に

対し、労働安全コンサルタント又は労働衛

生コンサルタントによる安全衛生診断を受

け、かつ、それらの計画の作成ないし変更に

ついて、その意見を聴くべきことを勧奨す

る権限を定めた規定。 
 
３．４ 沿革 
３．４．１ 沿革史 
現行労働安全衛生法の制定時、企業等の

死亡災害の防止をはじめとする労働者の安

全衛生から、健康確保や汚染などの外部へ

の悪影響の防止、さらには快適な作業環境

形成へ向けた努力など、広く内外の環境と

の調和を保ちながら事業活動を行うことが

経営者の責務であると捉えられているよう

になっており、その実現のため、安全衛生上

の改善策等を不断に検討することが求めら

れるようになっていた。これらの改善は、事

業者の発意に基づき、生産技術はもちろん

のこと、安全衛生に関する豊富な経験と知

識を持つ者を中心に進められねばならない

が、とりわけ中小企業においては、個々の企

業毎にそれぞれ、このような専門家を企業

内部の労働者として確保することは困難で

あることから、企業が必要とする場合、その

都度、安全衛生問題に精通した技術専門家

を供給できるような条件を整えることが要

請された。そこで、国の行う公正な資格試験

による試験合格者について、労働省（当時）

に備える名簿に登録させた上で、事業場の

安全又は衛生についての診断と指導を行わ

せるために労働安全・衛生コンサルタント

制度が誕生した ７３。もっとも、立法当時、

安全衛生改善計画を作成するよう指示する

際に、専門家による意見を聞くべきである

という指摘に対して、ここにいう専門家と

はどのような者であるのか、また、新たに専

門家制度を創設するよりも、労働基準監督

署による相談を強化すべきであるとの意見

も見られた ７４。 
 かような経過を経て、労働安全コンサル

タントと労働衛生コンサルタントに関する

規定は、労働安全衛生法ではじめて設けら

れた ７５。それ以前の労働基準法時代にも安

全コンサルタント等を名乗っている人が若

干いたが ７６、法令に根拠を有する制度とし

て確立したのは、労働安全衛生法制定時で

ある ７７。もともとコンサルタント制度は労

働安全衛生法制定時の議論の中では、現在

の労働安全コンサルタントのみが考えられ

ていたが、結果的に労働衛生コンサルタン

トも含まれることとなったという ７８。当時、

安全及び衛生管理者、安全及び衛生推進者、

作業主任者等の制度が整備され、労働衛生
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に関し、健康管理については産業医が、作業

環境管理については作業環境測定士の制度

が整備又は整備の準備がされ、更に衛生工

学衛生管理者の制度も成立していたので、

労働衛生に関する技術支援の制度は全て準

備されているという意見もあったという

７９。しかし、労働衛生管理の観点から、各

専門家から得られた個々の作業場に関する

情報が有機的に利用される必要があるにも

かかわらず、それらを結び付ける方策が欠

如していたことから、それらをすべて総合

して、効果的なものとする役割が労働衛生

コンサルタントに担わされていると評価さ

れている ８０。 
労働安全及び労働衛生コンサルタント制

度の発足時の国会における議論では、労働

省（当時）の監督官不足を補うものとしてこ

の制度があるのではないか、更には労働基

準監督官の天下りとなるのではないか、と

の疑問も見られ ８１、当時の労災防止指導員

に法的な権限を付与した方が良いのではな

いか、という指摘もあった。しかし、それに

対して、第一に、労働災害の防止について

は、まず事業者が自主的に行うべきもので

あって、監督官によってのみ行われるべき

ものではなく、第二に、既に民間には安全衛

生についての専門的知識を有している者が

おり、それらの者を活用することも重要で

あること、第三に、生産技術の伸展、様々な

有害物質の出現という激しい変化の中で監

督官だけでは対応が困難であることが示さ

れていた ８２。 
 
３．４．２ 背景になった災害等 
 労働安全コンサルタント及び労働衛生コ

ンサルタント制度の創設に当たっては、具

体的な労働災害が背景にあったというより

も、前述したように、特に中小企業において

労働安全衛生の専門家がいない中で、労働

安全衛生を確保することが困難であること

などから、試験に合格し、信頼のおける外部

の専門家による診断と指導を行うために設

けられたものである。 
 
３．５ 運用 
３．５．１ 適用の実際 
 労働安全コンサルタント及び労働衛生コ

ンサルタントにつき、業務、試験制度は法第

81 条以下に基づいて運用されている。法は、

その体系上、特別安全衛生改善計画又は安

全衛生改善計画の作成等の際に、労働安全

コンサルタント及び労働衛生コンサルタン

トの利用を事業者に勧奨することや、安全・

衛生管理者、推進者の代替となり得ること

のみを定めているが、実際の運用において

は、それ以外の業務（例えば、広く安全衛生

の専門家としての指導、専門的な安全技術

指導、安全衛生管理の指導等）の役割も果た

している ８３。 
 
３．５．２ 関係判例 
 労働安全コンサルタント、労働衛生コン

サルタントの業務及びコンサルタント会の

業務等に関する裁判例は公表されていない。  
 
Ｄ．考察 
（1）特別労働安全衛生改善計画における課

題 
 特別安全衛生改善計画制度に対しては、

社会福祉業、小売、外食などは事業場が多店

舗展開しており、個々の店舗や施設などの

事業場ごとの労災防止対策には限界があり、
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チェーン展開している企業においては、本

社が中心となって労災防止対策に企業単位

で組織的に取り組むことが、労災防止に資

することから、好意的に評価されている ８４。

しかし、第 78 条の対象となる重大な労働災

害が死亡災害及び障害等級 7 級以上の災害

が発生し、かつ、それが労働安全衛生法、じ

ん肺法及び作業環境測定法などの法律や命

令の規定に違反していた場合に限定されて

おり、過重労働やメンタルヘルス疾患を原

因とする死亡災害等は、特別安全衛生改善

計画の作成指示の対象とはなっていない。

近時は、過重労働による労働災害がクロー

ズアップされている中で、複数の過重労働

による労働災害が発生している事業者に対

しても特別安全衛生改善計画の作成の指示

を出すことも検討に値するのではないだろ

うか ８５。 
 
（2）労働者の意見聴取の位置づけ 
第 78 条第 2 項及び第 79 条第 2 項に基づ

き、特別労働安全衛生改善計画及び安全衛

生改善計画の作成に際しては、労働者（の代

表）に対する意見聴取が義務付けられてい

る。労働者に対する意見聴取は、一般的に、

事業者が安全衛生改善計画の作成指示を受

けた場合に、事業場が良好な安全衛生状態

へ到達するための具体的改善手法について

なされるものであり、労働者の理解如何が

その成果に大きな影響があることから求め

られると説明される ８６。しかしながら、労

働者への意見聴取については、やや異なっ

た説明もなされることもある。上記の立場

は、改善計画の内容を労働者に理解させる

ための仕組みとして労働者への意見聴取が

捉えられているように読めるが、例えば、労

使において事業場の安全衛生状態の改善を

考える機会を提供するものとするものや

８７、改善計画が十分な成果を上げるため、

労働者の協力を得るためのものとして位置

づけるものもあり ８８、このような理解も有

意義と思われる。そうすると、労働者自らも

特別安全衛生改善計画の作成に参画するこ

とからも、第 78 条第 3 項が定める計画の遵

守義務を事業者だけではなく労働者も負う

と解し得るのではなかろうか。 
 
（3）労働安全コンサルタント・労働衛生コ

ンサルタント制度における課題 
 労働安全コンサルタント及び労働衛生コ

ンサルタント試験は、厚生労働省令で定め

る区分ごとに筆記試験及び口述試験によっ

て行われるとされる。労働安全コンサルタ

ント試験は年に 1 回以上行われることとさ

れ（コンサルタント規則第 6 条）、試験の

日時、場所等は、あらかじめ官報で公告され

る ８９。試験区分について、コンサルタント

規則第 1 条によると、労働安全コンサルタ

ントについては、機械、電気、化学、土木、

建築の 5 分野に分かれている。また、労働

衛生コンサルタントについては、保健衛生

と労働衛生工学の 2 分野に分かれている。

ただし、この試験区分は労働安全衛生コン

サルタントとしての活動分野を制限するも

のではなく、いわば得意科目とする専門分

野を示すものに過ぎず、例えば、「機械」の

区分で試験を受けて合格した場合でも、建

設工事現場や化学プラント等についてもコ

ンサルタント活動ができるという ９０。 
 そうすると、機械という区分で受験した

としても、土木や建築といった別の業務を

制度上行うことができる。たしかに、実際に
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は、各人が自分の得意分野を自覚し、できな

い分野は他の専門家に任せている旨の指摘

もある ９１。しかし、制度として、試験区分

と実際の業務との間で乖離がある場合には、

業務の効果に影響が生じる可能性もないと

はいえないことから、やはり、試験区分と業

務活動とを一致させるのが本来であろう。

とはいえ、必ずしも安全衛生の専門家が多

くない中、狭い区分で受験し、業務もそれに

限定されるとするのでは、広く労働安全衛

生の向上が図られないという批判も説得的

であり、安易にそのような考え方をとると

いうこともできない。 
 加えて、前回の研究報告においては、各種

国家資格の更新制度の導入を契機とする安

全衛生の専門家の育成及び能力の維持向上

についても言及がなされていたが ９２、労働

安全コンサルタント及び労働衛生コンサル

タント制度にかかる更新制度等の導入も一

考に値するのではないかと思われる。もっ

とも、任意参加の更新講習を関係団体が開

設しても、受講者が増えないことから強制

的な資格更新制度を採用しようとすると、

規制緩和を求める立場からは否定的な意見

も出る可能性がある。 
 また、労働安全コンサルタント及び労働

衛生コンサルタント制度自体の認知度が低

く、企業における利用が低調との指摘もあ

る ９３。制度の体系上、前述したように、特

別安全衛生改善計画又は安全衛生改善計画

の作成を指示された事業者が、労働安全コ

ンサルタント及び労働衛生コンサルタント

を利用して、より実効的な計画が策定され

ることが予定されている。つまり、労働安全

コンサルタント・労働衛生コンサルタント

は、上記各計画の策定を前提とした制度と

して法文上存在している。しかし、より重要

なことは、労働災害の防止であって、普段か

らこれらのコンサルタントを利用しながら、

事業場の安全及び衛生を改善することであ

って、労働災害が繰り返し発生している場

合にのみ用いられるような建て付けではな

く、コンサルタントを「普段使い」のできる

制度として確立していくことも重要である

と考える。 
 
（4）労働安全コンサルタント・労働衛生コ

ンサルタントの信頼保持 
 第 86 条では、労働安全コンサルタント及

び労働衛生コンサルタントの信頼を保持す

るため、コンサルタントに対して一定の義

務を課している。すなわち、第一に、コンサ

ルタントは、その信用を傷つけ、またはコン

サルタント全体の不名誉となるような行為

をしてはならず、さらに、その業務に関して

知り得た秘密を漏らし、または盗用しては

ならないとされている。なお、後者の行為は

コンサルタントでなくなった後にも義務を

負うことになる。 
 本条の趣旨は、コンサルタントは、他の事

業場に立ち入って生産設備、作業方法等に

ついての安全又は衛生上の診断、指導をす

る者であるから、社会的な信頼の上に立た

なければ、その業務を円滑に実施すること

ができないことから、登録制度に加えて、コ

ンサルタントの信用保持規定と秘密保持義

務規定が設けられた ９４。 
 まず本条 1 項の信用失墜行為について述

べる。従前、労働安全コンサルタント及び労

働衛生コンサルタントに関する裁判例は存

在しておらず、具体的にどのような場合が

信用失墜行為に当たるかは明らかではない。
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しかし、この点、後述する一般社団法人日本

労働安全衛生コンサルタント会においては、

倫理綱領及び行動規範を定めている。まず

倫理綱領においては、品位の保持（第 2 条）、

公正かつ誠実な業務遂行（第 3 条）、業務

遂行能力の充実（第 4 条）、自己の経験・

技術・知識の把握と能力を超え、または確信

のない業務を行わないこと（第 5 条）、秘

密保持（第 6 条）、契約に基づく誠実業務

遂行（第 7 条）、利害相反行為等の禁止（第

8 条）、誇大表示の禁止（第 9 条）などが定

められ、それをより具体化した行動規範を

示している。例えば、信頼性の保持という観

点からは、「専門家としての信頼を傷つけ、

関係者を欺くおそれのある行為をしない。

また、事実を知っていても黙っていたり、誤

り伝えることをしない。」（2－4）、「業務

に関する見解や証言を求められたときには、

その業務に関連する科学的な根拠又は客観

的データに基づき、把握した事実を曲げた

り、隠したりはしない。」（3－3）、「業務

の契約に当っては、不当な対価で受注し、名

義貸をし、業務の全面的なアウトソーシン

グなどの行為をしてはならない。」（5－4）、
また、秘密保持という観点からは、「業務上

知りえた企業及び個人の秘密は、第三者に

漏らし、又は盗用してはならない。」（6－
1）、「個人の情報については、業務遂行上

必要としない情報の聴取等は行わない。」

（6－2）、「依頼者に関する情報を開示す

るときは、事前に依頼者の承諾を得る。」（6
－3）、「企業及び個人の秘密の保持につい

ては、労働安全衛生コンサルタントでなく

なった場合においても、漏らし、又は盗用し

てはならない。」（6－4）とされている。そ

のほか、「契約を締結した後に、当初の見積

りを超える経費を要することになっても、

契約履行の原則に則り、依頼者との合意な

しに契約した報酬以外の金品の請求をしな

い。」（7－3）、「業務の遂行に当たって、

利害の相反するおそれがあるときは、また

はそのようなおそれがある状況にあると判

断したときは直ちに、行為を中止し、当事者

に通知しなければならない。」（8－1）、

「業務の遂行に際して、直接間接を問わず

業務に影響を与えることを意図した金品を

請求し、又は受け取ってはならない。」（8
－2）、「業務受注のため､いかなる名目を問

わず金品等の提供をしてはならない。」（8
－3）、「学歴、受けた専門教育、業務歴又

は有する資格内容等は正確に記載し、依頼

者に誤解を与えるような誇大又は偽りの表

示をしない。」（9－1）と定められている。 
したがって、労働安全コンサルタント及

び労働衛生コンサルタントの信用失墜行為

該当性を検討する上では、上記、コンサルタ

ント会の倫理綱領や行動規範が一つの考慮

要素となり得ると思われる。もっとも、これ

らの規定はあくまで会内の自主規制であっ

て、これらの規定に反する行為をしたこと

をもって、必ず第 86 条第 1 項の信頼失墜行

為に当たるとは解されないものと思われる。

ただし、倫理綱領及び行動規範で定められ

ている行為のうち、例えば、秘密保持に関す

る倫理綱領及び行動規範に反する行為があ

った場合には、後述する第 86 条第 2 項に該

当するおそれがあることから、当該行為態

様によっては、登録取り消しの可能性があ

るものと思われる（第 85 条第 2 項）。な

お、第 86 条第 1 項に該当する行為をコンサ

ルタントが行ったとしても、罰則はなく、あ

くまで任意的な登録の取消しの可能性があ
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るにとどまる（ただし、第 86 条第 2 項に該

当する信頼失墜行為を行った場合には罰則

があり、かつ刑事罰が科せられた場合には、

必要的取消事由となる）。 
 次に、本条 2 項の秘密保持義務について

述べる。労働安全コンサルタントは、事業場

の安全についての診断およびこれに基づく

指導を行うことを業とし、また労働衛生コ

ンサルタントは、事業場の衛生についての

診断およびこれに基づく指導を行うことを

業とするとされ、これらの業務を行う中で

知り得た秘密を漏洩し、または盗用するこ

とが禁止されている。そして、この秘密保持

義務はコンサルタントではなくなった後に

ついても課せられている。なお、第 86 条第

2 項は、他の士業等における秘密保持義務

規定で定められているような「正当な理由

なく」という免責規定が置かれていないこ

とから、正当な理由があったとしても、免責

されないとも考えられる。しかし、他の法令

における秘密保持義務の免責事由である

「正当な理由なく」は、基本的に、「本人の

許諾又は法令に基づく義務があること」と

されており（後掲大阪高判平成 26 年 8 月

28 日）、コンサルタントの場合も、そうし

た事情があれば、同様に解されよう。ところ

で、コンサルタントの秘密保持義務につい

ての裁判例や事例は少なくとも公表されて

おらず、具体的に、どのような秘密を、どの

ような形で漏らしたり、盗用したりした場

合であれば秘密保持義務違反に該当するか

は明確ではない。従来、コンサルタントの秘

密保持義務に関する検討自体ほとんどなさ

れていないと思われるが、考え得る問題と

して、労働基準監督官による事業場への立

入検査権限との関係が問題となるように思

われる。安衛法第 91 条第 1 項では、労働基

準監督官は、労働安全衛生法を施行するた

め必要があると認めるときは、事業場に立

ち入り、関係者 ９５に質問し、帳簿、書類そ

の他の物件を検査するなどすることができ

るとされる。そして、第 91 条第 1 項に基づ

く労働基準監督官による立ち入り、検査等

を拒み、または質問に対して陳述しなかっ

たような場合には刑事罰が科せられる（安

衛法第 120 条第 4 号）。このように、労働

基準監督官が立入検査及び質問等を関係者

であるコンサルタントに対して行った場合、

コンサルタントは、第 86 条第 2 項の秘密保

持義務に基づき質問を拒否することが認め

られるかが問題となり得る。 
 この点、本条とほぼ同様の規定を有する

社会保険労務士法第 21 条の秘密保持義務

について次のような裁判例がみられる。す

なわち、名古屋地判平成 12 年 11 月 20 日

税務訴訟資料 249 号 673 頁は、社会保険労

務士に対して税務職員が顧客の氏名、住所

及び取引金額を質問したことに対して社会

保険労務士法第 22 条（秘密保持義務）に基

づき回答を拒絶した事案において、社会保

険労務士が保持すべき秘密とは、顧客のプ

ライバシー及び名誉や営業上または信用上

の秘密であり、それに含まれない事項につ

いては同条にいう秘密には当たらず、他方

で、税務職員の側にも秘密保持義務が刑事

罰をもって課せられていることから、税務

職員による質問に対して回答を拒絶するこ

とはできないとしている。また、他の士業の

事案として、税理士が弁護士法第 23 条に基

づく照会（いわゆる 23 条照会）に対して顧

客の情報を回答したことが、顧客に対する

秘密保持義務違反に基づく不法行為が成立
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するかが争われた事例において、大阪高判

平成 26 年 8 月 28 日判時 2243 号 35 頁は、

「税理士は、税務に関する専門家として、独

立した公正な立場において、納税義務者の

信頼に応えて納税義務の適正な実現を図る

べく援助をするのであるから、税理士業務

の遂行に当たって、納税義務者の資産、負債

の状況、資金繰り、取引の内容等々の細部に

まで立ち入ることとなり、他人に知られた

くない秘密に接する機会が極めて多い。ま

た、納税義務者としても、税理士を信頼し、

そうした秘密に関わる事柄の詳細について

真実を明らかにしてこそ、適正な納税義務

の実現が図られることになり、納税義務者

の秘密に関する事項を税理士がみだりに外

部に漏らすことがあるとすれば、納税義務

者は安心して税理士に委嘱することができ

ず、両者の相互の信頼関係は成り立たない

ことになる。／税理士法三八条に基づく守

秘義務は、以上のような事情を考慮して規

定されたものであって、税理士業務の根幹

に関わる極めて重要な義務である。」とした

うえで、23 条照会に対して報告を拒絶する

ことができたことに鑑みて、秘密保持義務

に違反するとした。 
 本条のコンサルタントの秘密保持義務と

労働基準監督官の立入検査・質問権との関

係を考えるのであれば、上記裁判例に照ら

すと、①事業場の安全性や衛生について診

断・指導をするに当たって知り得た事項が

秘密に該当しうると考えられるものの、②

情報提供先である労働基準監督官において

も守秘義務が課せられていること（労基法

第 105 条）、③労働基準監督官からの質問

に対する回答拒絶について刑事罰が科せら

れ、報告を拒絶することが法令上認められ

ないこと、④労基法第 91 条の労働基準監督

官による立入検査・質問権限は労働安全衛

生法の実効ある施行を確保するためという

観点からなされるものであり、それは職場

における労働者の安全と健康を確保すると

ともに、快適な職場環境の形成を促進する

ことを目的とするものである点では、労働

安全コンサルタント及び労働衛生コンサル

タント制度の目的である「すべての働く人

びとが安全で健康に働くことができる環境

を確保することにより、社会の発展に貢献

すること」（倫理綱領第 1 条）であり、究

極的な顧客の利益に資するものであると考

えられることからすれば、基本的には労働

基準監督官からの質問に対して、本条に基

づく拒絶することはできないものと考えら

れる。 
 
（5）日本労働安全衛生コンサルタント会 
 第 87 条は日本労働安全衛生コンサルタ

ント会に関する定めである。本条では、労働

安全コンサルタント及び労働衛生コンサル

タントがその品位の保持および業務の進歩

改善に資するため、会員の指導および連絡

に関する事務を行うことを目的とする日本

労働安全衛生コンサルタント会の設立要件

が定められている ９６。 
 まず、日本労働安全衛生コンサルタント

会の目的は、コンサルタントの品位保持と

業務の進歩改善に資するため、社員である

コンサルタントの指導及び連絡に関する事

務を全国的に行うことである。より具体的

な業務内容について、①労働安全コンサル

タント及び労働衛生コンサルタントに対す

る教育事業、②定期刊行物（「安全衛生コン

サルタント」）や特別資料の出版事業、③コ
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ンサルタント制度の普及事業、④調査研究

事業（安全衛生に関する調査研究、安全衛生

診断手法の開発・改善）、⑤安全衛生診断事

業、⑥海外技術協力事業、⑦労働安全衛生コ

ンサルタント業務の進歩改善事業・他の労

働安全衛生関連団体との協力事業を行って

いる ９７。 
 日本労働安全衛生コンサルタント会の組

織は、一般社団法人であり、労働安全コンサ

ルタント及び労働衛生コンサルタントが社

員とされる。日本労働安全衛生コンサルタ

ント会は、従前、平成 18 年改正前民法第 34
条に基づく公益法人であるとされていたが

９８、平成18年の公益法人制度改革により、

法人制度が大幅に改正され、その影響によ

り、日本労働安全衛生コンサルタント会は

同年の労働安全衛生法の改正に伴い、公益

法人ではなく一般社団法人として位置づけ

られた ９９。そのため、一般法人法・公益法

人認定法とは別の枠組みとしての個別法の

公益法人としても位置付けられていないこ

とがわかる。すなわち、従来、公益法人であ

るとされ、公益認定法とは別に個別法によ

り公益法人であると認定された法人として、

社会福祉法に基づく社会福祉法人、特定非

営利活動促進法に基づく特定非営利活動法

人、私立学校法に基づく学校法人、宗教法人

法に基づく宗教法人があるが、他方で、日本

労働安全衛生コンサルタント会については

労働安全衛生法に基づく公益法人として設

立されたものとはされず、あくまで一般社

団法人とされた。この点をとらえるのであ

れば、日本労働安全衛生コンサルタント会

はあくまで公益性を有する法人としての役

割というより、あくまで社員（コンサルタン

ト）相互の利益を重視した法人として法制

上は位置づけられているのではないかとも

考えられる。 
 日本労働安全衛生コンサルタント会は、

一般社団法人であるとされ、かつ具体的な

ガバナンスについては労働安全衛生法上特

段の定めはないことから、原則として、民法

及び一般法人法により規律されることにな

る。したがって、日本労働安全衛生コンサル

タント会は、法令の規定に従い、定款で定め

られた目的の範囲内において、権利を有し、

義務を負う（民法第 34 条）。そして、コン

サルタントが社員となることから、コンサ

ルタントから構成される社員総会により、

一般法人法に規定する事項及び組織、運営、

管理その他コンサルタント会に関する一切

の事項について決議をする（一般法人法第

35 条 1 項）。また、社員総会によって理事、

監事及び会計監査人が選任される（同第 63
条 1 項）。理事は一般社団法人の業務を執

行し（同第 76 条 1 項）、同会を代表する

（同第 77 条 1 項）。他方で、監事は理事の

職務の執行を監査することになる（同第 99
条 1 項）。加えて、一般法人法に基づくガ

バナンスだけではなく、労働安全衛生法は

コンサルタント会の業務は、厚生労働大臣

の監督に属するとし（第 87 条 4 項）、ま

た、厚生労働大臣は、コンサルタント会の業

務の適正な実施を確保するため必要がある

と認めるときは、いつでも、当該業務及びコ

ンサルタント会の財産の状況を検査し、ま

たはコンサルタント会に対し、当該業務に

関し監督上必要な命令をすることができる

としており（同 5 項）、主務官庁による直

接的な監督権限の行使が認められている。 
 日本労働安全衛生コンサルタント会は、

他の一般社団法人と同様に定款を作成しな
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ければならないが、安衛法は、当該定款の改

正について、独自に一定の限界を設けてい

る。すなわち、第 87 条 2 項において、コン

サルタントを社員とする旨の規定について

は、たとえ社員総会の特別決議によるとし

ても（一般法人法第 49 条 2 項 4 号、第 146
条）、改正することはできないとされる。あ

くまで日本労働安全衛生コンサルタント会

の社員はコンサルタントでなければならな

い。 
 なお、コンサルタント会以外の者は、その

名称中に日本労働安全衛生コンサルタント

会という文字を用いてはならないとされ、

前述したように、労働安全コンサルタント

および労働衛生コンサルタントという資格

の名称については独占性が認められていな

いが、日本労働安全衛生コンサルタント会

という名称については独占的使用が認めら

れている（第 87 条 6 項）。 
 

Ｅ．結論 
（1）特別安全衛生改善計画について 
 上述したように、特別安全衛生改善計画

制度は、事業場単位ではなく全社的な労働

災害の防止を目的として設計されている一

方、適用の要件となる労働災害の種類が限

定されており、例えば、繰り返し社内におい

て長時間労働に伴う過労死・過労自殺が発

生しているようなケースについては基本的

に対象となっていない。建築現場等での労

働災害の防止も重要である一方、近時は、ホ

ワイトカラーの長時間労働に伴う労働災害

が報告されている中では、このようなケー

スにおいても適用の対象とするような方向

性も検討すべきであると考えられる。 
 

（2）労働安全コンサルタント・労働衛生コ

ンサルタント制度について 
 現行制度自体に特段の問題はないように

見受けられるが、他方で、労働コンプライア

ンスという観点からは、制度やコンサルタ

ントの業務内容の認知度の向上が課題であ

るようにも思われる。弁護士・産業医・社会

保険労務士等との連携などにより、事業場

や作業場での総合的な労働災害防止のため

に、「普段使い」できる仕組みとして位置づ

けるべきだろう。 
労働安全コンサルタント及び労働衛生コ

ンサルタント制度の課題については、諸外

国との比較を通じて考察する必要もあるか

もしれない。例えば、イギリスにおける安全

衛生アシスタントに係る研究 １００によれば、

安全衛生コンサルタントを選任しなければ

ならない場合があるなど、必要な場合には、

義務化という方向性もありうるかもしれな

い １０１。少なくとも、「はじめに」におい

て言及したように、ルールや制度設計の問

題だけではなく、労働安全衛生においては、

専門的な「人」というソフトという側面から

の充実化が重視されるのであれば、労働安

全コンサルタント・労働衛生コンサルタン

トについてもその一つとしてきちんと位置

づけ、その利用の促進を図る方策を検討す

る必要があるものと思われる。 
 
Ｆ．研究発表 

1．論文発表 
本研究に係る論文発表は特になし 
 
2．学会発表 

 本研究に係る学会発表は特になし 
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Ｇ．知的所有権の取得状況 
1．特許取得 

 
2．実用新案登録 

 
3．その他 

 
Ｈ．引用文献 
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図表がある場合は、これ以降に番号順に貼り付け（１段組） 
 

 
（別図１：エレベーターピット（アイニチ株式会社ウェブサイトから引用< 

https://aiwaok.jp/elevator-pit-depth>(Last access 3/11/2020)） 
 

 

 
１ 三柴丈典ほか「厚生労働省厚生労働科学研究費補助金労働安全衛生総合研究事業 リス

クアセスメントを核とした所外異国の労働安全衛生制度の背景・特徴・効果とわが国への

適応可能性に関する調査研究」〔三柴丈典〕（2014 年度（平成 26 年度）～2016 年度

（平成 28 年度））1 頁。 
２ 前掲註 1・三柴 7 頁。 
３ 前掲註 1・三柴 14 頁。 
４ 労働調査会出版局編『労働安全衛生法の詳解（改訂 4 版）』（労働調査会、2015 年

（平成 27 年）906 頁。 
５ 畠中信夫『労働安全衛生法のはなし』（中央労働災害防止協会、2019 年（令和元

年））108 頁、山本和義「これで納得！安衛法読み方講座 第 23 回 労働安全衛生法第

88 条、第 89 条、第 89 条の 2、第 79 条、第 80 条」労働安全衛生広報 1150 号（2017 年

（平成 29 年））40 頁。  
６ 厚生労働省平成 27 年 5 月 15 日基発 0515 第 1 号。 
７ 厚生労働省平成 27 年 5 月 15 日基発 0515 第 1 号。したがって、同一事業場内において

重大な労働災害が繰り返された場合には、79 条に基づく安全衛生改善計画の対象となる。 
８ 職場のあんぜんのウェブサイト<https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo13_1.html 
(Last access  3/3/2020)>。 
９ 陸上貨物運送事業労働災害防止協会のウェブサイト

<http://www.rikusai.or.jp/public/rousai-joukyo/bunrui/jiko/pdf.htm (Last access 
3/3/2020)>。 
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は、労働基準局「労働安全衛生法案 国会に提出」労働時報 25 巻 2 号（1972 年（昭和

47 年）13 頁以下参照。 
５８ 前掲註 56・桑原 10 頁。 
５９ 菊池高志「労災防止と災防行政の課題」季刊労働法 138 号（1986 年（昭和 61 年））

12 頁参照。なお、労働安全衛生全般について、企業の自主的な安全衛生管理活動に委ねて

いる側面については、批判的な立場も見られた（会田朋哉「企業における自主的災防活動

の限界と今後の災防行政について」日本労働法学会誌 50 号（1977 年（昭和 52 年））36
頁以下参照）。 
６０ 厚生労働省・職場のあんぜんサイト・ウェブサイト<available at 
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo53_1.html (Last access 3/12/2020)>。 
６１ これは、資金的な問題により労働災害の防止措置を十分に果たすことのできない中小

企業に対して、事業者が行う労働災害防止の基盤、環境を整備する努力を側面から援助す
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るため、資金を長期かつ低利で事業者に融資する制度であったが、平成 13年に特殊法人

等整理合理化計画（閣議決定）により廃止された（Available at 
https://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h23_pdf/0818.pdf 
(Last access 1/10/2022)参照）。 
６２ この点については、既に昨年度の森山哲氏へのインタビュー調査においても、コンサ

ルタントの側から見て、どこが指定事業場になっているかわからなくなっているとの指摘

も見られる。もっとも、神奈川県では今でも合同の説明会が行われている旨も指摘されて

おり、各都道府県によって実態が異なる可能性は充分あるようにも思われる。 
６３ 前掲註 13・労務行政研究所編 764 頁。 
６４ 前掲註 31・労働調査会出版局編 912 頁。 
６５ 井上浩『最新労働安全衛生法（第 7 版）』（中央経済社、2006 年（平成 18 年））

225 頁～226 頁。 
６６ 田中辰雄「労働安全・衛生コンサルタントの活動の現状と将来」労働の科学 54 巻 4 号

（1999 年（平成 11 年））6 頁～7 頁。 
６７ 三柴丈典「使用者の健康・安全配慮義務」日本労働法学会編『講座労働法の再生第 3
巻 労働条件論の課題』（日本評論社、2017 年（平成 29 年））292 頁～293 頁。 
６８ 厚生労働省「安全衛生指導業務等の改革案について」（Available at 
https://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/dl/14-2b.pdf (1/11/2022)参照）。 
６９ 実際に労災防止指導員となる者は、民間企業における労働安全衛生担当者、労働安全

コンサルタント・労働衛生コンサルタント、労働組合からの推薦者の中から都道府県労働

局長により任命されていた。 
７０ 厚生労働省労働基準局長基発 0331 第 1 号。 
７１ 労働基準局「労働安全・労働衛生コンサルタント制度の発足」労働時報 26 巻 6 号

（1973 年（昭和 48 年））37 頁。 
７２ 井上浩『労働安全衛生法』（北樹出版、1978 年（昭和 53 年））372 頁。 
７３ 前掲註 71・労働基準局 36 頁、前掲註 38・労働調査会出版局編 911 頁～912 頁。 
７４ 松岡三郎「労働安全衛生法案要綱案の個別的法的検討」労働法律旬報 802 号（1972 年

（昭和 47 年）22 頁。 
７５ 井上浩『労働安全衛生法詳説（改訂 12 版）』（経営書院、2006 年（平成 18 年））

351 頁。 
７６ 前掲註 75・井上 225 頁。当時は、技術士や安全管理士などのいわゆるコンサルタント

業務を実際に行っている個人あるいはファームが、安全設備の計画、災害防止計画や従業

員教育を委託されている例があったという（鈴木成一「安全コンサルタント業務の実情」

安全工学 13 巻 2 号（1974 年（昭和 49 年））101 頁）。なお、同文献に記載されている

技術士や安全管理士が技術士法及び労働災害防止団体法に基づくものであるかは不明であ

るが、コンサルタント制度発足時には、既に同制度が存在していることから、ここにいう

技術士及び安全管理士については技術士法及び労働災害防止団体法に基づくものと推測さ

れる。 
７７ なお、制定当時既に存在して特別管理指定制度については、前掲註 43・一般社団法人

日本労働安全衛生コンサルタント会神奈川支部ウェブサイト参照。 
７８ 藤田雄三「労働衛生コンサルタントの昨今」産業医学ジャーナル 40 巻 6 号（2017 年

（平成 29 年））72 頁。 
７９ 輿重治「労働衛生コンサルタント活動の活性化」労働の科学 54 巻 4 号（1999 年（平

成 11 年））9 頁。 
８０ 前掲註 79・輿 9 頁。 
８１ 昭和 47 年 4 月 12 日衆議院社会労働委員会〔川俣健二郎委員発言〕、昭和 47 年 4 月

18 日衆議院社会労働委員会〔後藤俊夫委員発言〕、昭和 47 年 5 月 11 日参議院社会労働

委員会〔須原昭二委員発言〕。 
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８２ 昭和 47 年 4 月 12 日衆議院社会労働委員会〔北川俊夫政府委員発言〕、昭和 47 年 5
月 11 日参議院社会労働委員会〔渡邊健二政府委員発言〕。 
８３ 一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会のウェブサイト<available at 
https://www.jashcon.or.jp/contents/society/consultant (Last access 3/12/2020)>。 
８４ 北岡大介『職場の安全・健康管理の基本』（労務行政、2015 年（平成 27 年））63
頁。 
８５ なお、この点は第 77 回労働政策審議会安全衛生分科会において議論になっている

<available at https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000033470.html (Last access 
3/12/2020)>。 
８６ 渡辺健二『労働安全衛生法の詳解』（労働法令協会、1973 年（昭和 48 年））449
頁、吉本実『労働安全衛生法の詳解』（労働法令協会、1981 年（昭和 56 年））621 頁、

桑原敬一『労働安全衛生法の詳解』（労働法令協会、1978 年（昭和 53 年））563 頁、野

見山眞之『労働安全衛生法の詳解』（労働法令協会、1989 年（平成元年））693 頁、佐藤

勝美『労働安全衛生法の詳解』（労働基準調査会、1992 年（平成 4 年））173 頁、労働省

労働基準局安全衛生部『労働安全衛生法の詳解』（労働調査会、2000 年（平成 12 年））

808 頁、前掲註 13・労務行政研究所 761 頁。 
８７ 前掲註 34・小畑 72 頁。 
８８ 加来利一『わかりやすい労働安全衛生法（改訂版）』（労務行政研究所、1986 年（昭

和 61 年））312 頁、労働省労働基準局編『労働基準法・労働安全衛生法・労災保険法の

実務（改訂 2 版）』（日本労務研究会、1997 年（平成 9 年））365 頁、前掲註 31・労働

調査会出版局編 386 頁、前掲註 30・近藤 69 頁。 
８９ 前掲註 31・労働調査会出版局編 916 頁。 
９０ 前掲註 88・労働省労働基準局編 371 頁。 
９１ 本研究プロジェクト第 6 回会議（2019 年（令和元年）12 月 23 日）における角田発

言。 
９２ 前掲註 1・三柴 75 頁。 
９３ 本研究プロジェクト第 6 回会議（2019 年（令和元年）12 月 23 日）における角田発

言。 
９４ 前掲註 31・労働調査会 922 頁。 
９５ この点、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタントに対する質問がそもそ

もできるか、ということも問題となるかもしれない。例えば、労基法第 101 条第 1 項に基

づく労働基準監督官の権限では、使用者もしくは労働者に対して尋問することができると

されており、対象は労使に限定されている。しかし、安衛法においては、「関係者」と定

められ、幅広い対象に質問できるとされている。これは、安衛法上、労働災害の防止等の

観点から労使に限られず、他の関係者（元請事業者等）に対しても立入検査等を行う必要

によると思われ、特に関係者を限定する文言がない以上、労働基準監督官は、コンサルタ

ントに対しても質問等を行えると考えられる。 
９６ 前掲註 13・労務行政研究所 780 頁。 
９７ 日本労働安全衛生コンサルタント会 Web サイト「事業の概要」<available at 
https://www.jashcon.or.jp/contents/society/summary(Last access:10/31/2020)>。 
９８ 前掲註 86・吉本 633 頁。 
９９ 平成 18 年の公益法人制度改革により、非営利法人関連の法律においては、一般法人法

を土台として、その上に公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（公益法人

認定法）があるという構造となり、準則主義により一般社団法人及び一般財団法人が成立

し、その中から、公益認定により公益法人が成立するという 2 階建て方式となった（山野

目章夫編『新注釈民法（1）総則（1）』〔後藤元伸〕（有斐閣、2018 年（平成 30 年））

642 頁～643 頁。 
１００ 前掲註 1・三柴 295 頁等参照。 
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１０１ 前掲註 1・三柴 92 頁では、専門家・専門機関の適格性確保、事業場による活用の促

進や義務づけについて言及されており、また、作業環境測定の場合には、一定の場合、作

業環境測定機関等への委託義務が法定されているが（作業環境測定法施行規則）、労働安

全コンサルタント・労働衛生コンサルタントについても同様の方式も検討の余地があるよ

うに思われる。 
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特別安全衛生改善計画（法第78条）

厚生労働大臣
重大な労働災害を発生させた

事業者

事業場の安全または衛生の
改善計画の作成と提出を命令

重大な労働災害（安衛則第84条）
1. 死亡災害（１項１号）
2. 後遺症が残る負傷・疾病

（１項２号）
3. 1･2を発生させてから、３年以内

に同様の災害が発生（２項１号）
4. 安衛法等に違反（２項２号）

対象は、企業全体（法人全体）

特別安全衛生改善計画

計画書の審査・臨検・
計画の進捗確認等は
所轄監督署が主体

角田淳労働安全コンサルタント事務所 ©itetama.jp

2⽉〜
3⽉
頃

1⽉
頃

特別安全衛生管理改善計画実施フロー（法第78条）

労働局より特別安全・衛生管理改善計
画の対象事業者を選定
厚生労働大臣に報告

厚生労働大臣が対象事業場についての
指定を通知

４⽉
上旬

厚生労働大臣が特別安全・衛生管理改
善計画の対象事業場に指定を通知
（経営者・安全管理者等の呼び出し）

５⽉

対象事業者が安全管理改善計画の作成・
提出（現状・体制・改善計画） （法第78
条1項・則第84条4項）
労働者過半数の意⾒書も添付（法78条2
項・則第84条5項）

５⽉
下頃

提出された計画を審査
適切でないと認められる場合は、
変更指⽰（法第78条4項・則第84条の2）

※安全コンサル等が安全診断・ＲＡ・
計画作成の支援

６⽉
〜 計画承認後、実施へ

厚生労働省内

５⽉
初旬 該当事業場へ臨検実施通知

厚生労働省内

※安全コンサル等の勧奨あり（法第80条）
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６⽉〜３⽉ 計画内容の実施・臨検
進捗の報告

特別安全衛生管理改善計画実施フロー（法第78条）

１⽉〜3⽉頃 厚生労働大臣が、臨検結果や改善状況
から解除の判断

４⽉
対象事業者に解除の連絡。
連絡がない場合は、継続。
当年度の計画を作成し、提出し、実⾏。

改善計画作成指⽰に従わない
計画が実⾏されていない場合は勧告
勧告にも従わない場合は、氏名公表

（法第７８条第５項・第６項）

厚生労働省内

※安全コンサル等が安全診断・報告書等
の作成支援

角田淳労働安全コンサルタント事務所 ©itetama.jp

安全衛生改善計画（法第79条）

労働災害の防止を図るため
総合的な改善措置を講ずる

必要がある事業場

特安対象
安全対策の取組に課題があると認められ、改善措置を
講ずる必要がある
事業場

特衛対象
ア 以下の①から④のいずれかに該当する事業場のう
ち職業性疾病予防
対策の取組に課題があると認められ、改善措置を講ず
る必要がある事業
場
① 粉じん、鉛、四アルキル鉛、有機溶剤、石綿、特
定化学物質などに係る業務を有する事業場
② 騒音、振動、放射線、高温等に係る有害業務を有
する事業場
③ ①以外のがん等重篤な健康障害を起こすおそれの
ある化学物質を製造し、又は取り扱っている事業場
④ 作業⾏動等に起因する健康障害の発生するおそれ
のある事業場
イ メンタルヘルス不調の防止の取組に課題があると
認められ、改善措置
を講ずる必要がある事業場

都道府県労働局⻑

計画書の審査・臨検・
計画の進捗確認・

最終評価は
所轄監督署が主体

• 安全管理特別指導事業場
• 衛生管理特別指導事業場
範囲は、事業場（工場など）

安全・衛生管理特別指導事業場（特安・特衛）

今後における安全衛生改善計画の運用について
基発0331第76号 H29.3.331

事業場の安全または衛生の
改善計画の作成と提出を命令
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2⽉〜
3⽉
頃

1⽉
頃

安全衛生改善計画実施フロー（法第79条）

監督署が指定事業者を選定
労働局に報告

労働局が安全・衛生特別指導事業場の
指定を監督署に通知

４⽉
上旬

監督署⻑が該当事業者を安全管理特別
指導事業場に指定通知。
（経営者・安全管理者等の呼び出し）

５⽉

指定事業者が安全管理改善計画の作成・
提出（現状・体制・改善計画） （法第79
条1項・則第84条の3）
労働者過半数の意⾒書も添付（法第79条
第2項（法78条第2項））

５⽉
下頃 監督署が提出された計画を審査

※安全コンサル等が安全診断・ＲＡ・
計画作成の支援

６⽉
〜 計画承認後、実施へ

労働局内

５⽉
初旬 監督署から該当事業場へ臨検実施通知

労働局内

※安全コンサル等の勧奨あり（法第８０条）

角田淳労働安全コンサルタント事務所 ©itetama.jp

６⽉
〜
３⽉

計画内容の実施
進捗状況は四半期ごと報告

安全衛生改善計画実施フロー（法第79条）

６⽉
頃

第１回臨検
是正指⽰・勧告等
指⽰事項等には是正報告を提出
（以降の臨検も同様）

９⽉
頃

第２回臨検
計画の進捗・⽉間報告との整合性等を
重点チェック

１⽉
頃

第３回臨検
安全管理体制等を重点チェック

１⽉
〜

監督署が、臨検結果や改善状況か
ら指定解除の判断

３⽉
頃

監督署より、労働局に継続または
解除の報告

４⽉
監督署より、指定事業者に解除の
連絡。
連絡がない場合は、継続。当年度
の計画を作成し、提出し、実⾏。

労働局内
※安全コンサル等が安全診断・報告書等
の作成支援
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安全改善計画書の記⼊内容の例

1. 事業の概要（業種・主要製品・労働者数など
2. 事業場の安全衛生の現状

1. 施設概要
2. 施設の安全衛生面の問題点
3. 労災発生状況（過去３年以内）
4. 労災の分析
5. 分析の結果、改善を要する事項

（施設・安全衛生教育・管理機構）
3. 会社（経営者）としての労災に対する基本方針
4. 労災減少の目標

都道府県労働局により、様式等は異なる。（以下は兵庫労働局の項目）

参照 共通 (1)安特・衛特、(2)労働災害防止対策の各指定事業場用書式（様式）
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/_115487.html

5. 本年度の改善計画
1. 安全衛生組織体制
2. 施設の改善
3. 安全衛生教育
4. ⽉別実施計画
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厚厚生生労労働働行行政政推推進進調調査査事事業業費費補補助助金金  
（（政政策策科科学学総総合合研研究究事事業業（（政政策策科科学学推推進進研研究究事事業業））））  

分分担担研研究究報報告告書書  

労労働働安安全全衛衛生生法法第第 8888 条条かからら第第 110000 条条ままででのの逐逐条条解解説説  

 
分担研究者  鎌田耕一 東洋大学名誉教授・前労働政策審議会会長  
  田中建一 東洋大学法学部非常勤講師  

 
 

研究要旨 
労働安全衛生法はその実効確保のため様々な制度を用意している。法形式的には、法令

で危害防止基準を設定し、その違反に対しては刑事罰で制裁する仕組みを基軸としてい

るが、実際には、行政機関が法の実効に大きな役割を果たしている。

第 章は、この法律の実効性を確保するための行政機関（労働基準監督署長、都道府

県労働局長または厚生労働大臣）及び行政官等の役割を規定したものである。

主なものとして、工事計画の届出と一定の場合の厚生労働大臣の審査（法第 条・第

条）、労働基準監督官の権限（法第 条・第 条）、産業安全衛生専門官及び労働

衛生専門官の権限（法第 条・第 条）、労働衛生指導医の職務（法第 条）、厚生

労働大臣及び都道府県労働局長の権限（法第 条）、労働者の申告（法第 条）、都道

府県労働局長等の使用停止等命令及び緊急措置命令（法第 条・第 条）、並びに事

業者の報告等（法第 条）がそれである。行政機関による監督等の仕組みについては、

図 「監督等の仕組み」を参照されたい。

本分担研究は、これらの規定の内容や運用実態につき、図などを用いて分かりやすく解

説するとともに、各条の解釈上の課題を明らかにすることを目的としている。 
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A．研究目的 

本研究事業全体の目的は、以下の 3 点に

ある。 
①時代状況の変化に応じた法改正の方向

性を展望すること。 
②安衛法を関係技術者以外（文系学部出

身の事務系社員等）に浸透させ、社会一般へ

の普及を図ること。 
③安衛法に関する学問体系、安衛法研究

のための人と情報の交流のプラットフォー

ムを形成すること。 
そのため、条文の起源（立法趣旨、基礎と

なった災害例、前身）と運用（関係判例、適

用の実際）、主な関係令等（関係政省令、規

則、通達等）を、できる限り図式化して示す

と共に、現代的な課題や法解釈学的な論点

に関する検討結果を記した体系書を発刊す

ること。 
本分担研究の目的は、附則を除き 123 条

ある安衛法のうち第 88 条から 100 条につ

いて、その課題を果たすことにある。 
 
B．研究方法 

安全衛生に詳しい元労働基準監督官から、

現行安衛法の体系に関する解説と安衛法本

体の条文に紐付く政省令の選定を受けたう

えで、法学・行政学を専門とする分担研究者

が、各自、解説書、専門誌に掲載された学術

論文や記事、政府発表資料等の第 1 次文献

のレビューを行って執筆した文案を研究班

会議で報告し、現行安衛法や改正法の起案

に関わった畠中信夫元白鴎大学教授、唐澤

正義氏ら班員らからの指摘やアドバイスを

得て洗練させた。 
 

C．研究結果 

第 10章（88条～100条） 

前注 

労働安全衛生法は、その実効性確保のた

め様々な制度を用意している。形式的には、

法令で危害防止基準を設定し、その違反に

対しては刑事罰で制裁することにより実効

を確保するものといえるが、実際には、行政

機関が法の実効に大きな役割を果たしてい

る。 

第 10章は、この法律の実効性を確保する

ための事項として、行政機関（労働基準監督

署長、都道府県労働局長または厚生労働大

臣）の役割を規定したものである。 

すなわち、工事計画の届出と一定の場合

の厚生労働大臣の審査（法第 88 条・第 89

条）、労働基準監督官の権限（法第 91条・

第 92条）、産業安全衛生専門官及び労働衛

生専門官の権限（法第 93 条・第 94 条）、

労働衛生指導医の職務（法第 95条）、厚生

労働大臣及び都道府県労働局長の権限（法

第 96 条）、労働者の申告（法第 97 条）、

都道府県労働局長等の使用停止等命令及び

緊急措置命令（法第 98 条・第 99 条）、並

びに事業者の報告等（法第 100 条）がそれ

である。 

行政機関による監督等の仕組みについて

は、図 1「監督等の仕組み」を参照されたい。 

本分担報告書の記述上の特徴は、①条文

等の意味を文系の研究者や実務家にも分か

りやすいように、建設産業等で用いられる

特殊な用語について図または写真により分

かりやすく示していること、②行政による

法令の運用実態とプロセスを、図などを用

いて詳しく解説していることにある。 
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分担した第 10章の研究により、先行研究

である厚労科研総括報告書 1が、法律と政省

令の関係について、政省令が親法の委任を

受けて規定されているため、政省令の定め

が親法の解釈をき束してしまうことになり、

労働安全衛生措置にすき間ができてしまう

懸念を指摘し、こうした問題に対する解決

策の一つとして「政省令側での定め方に一

定の抽象性を持たせ、危険が窺われる場合

には、事業者側に安全性の証明責任を課す、

専門官による判定を行うなどの手続き面で

の規定により、要件を個別的に特定してい

く」という手法を提言したことを念頭にお

いて、法令違法を要件としない行政行為（例

えば緊急措置命令）の活用状況を労働行政

の関係者にヒアリング調査を行ったが、活

用例がきわめて少ないことが判明した。 

また、安衛法令は、基本的に行政取締法規

でありながら、義務違反の場合罰則を適用

することもある刑事法規を含んでいること

から、行政機関は犯罪捜査と行政監督の二

つの異なる手続ルールに服すことになるが、

この相違を意識した法令の解釈、運用の必

要性が求められることが明らかになった。 

 

 

1 第 88条 

1.1 条文 

（（計計画画のの届届出出等等））  

第第 8888 条条  事事業業者者はは、、機機械械等等でで、、危危険険若若

ししくくはは有有害害なな作作業業をを必必要要ととすするるもものの、、

危危険険なな場場所所ににおおいいてて使使用用すするるもものの又又

はは危危険険若若ししくくはは健健康康障障害害をを防防止止すするる

たためめ使使用用すするるももののののううちち、、厚厚生生労労働働省省

令令でで定定めめるるももののをを設設置置しし、、若若ししくくはは移移

転転しし、、又又ははここれれららのの主主要要構構造造部部分分をを変変

更更ししよよううととすするるととききはは、、そそのの計計画画をを当当

該該工工事事のの開開始始のの日日のの 3300 日日前前ままででにに、、

厚厚生生労労働働省省令令でで定定めめるるととこころろにによよりり、、

労労働働基基準準監監督督署署長長にに届届けけ出出ななけけれればば

ななららなないい。。たただだしし、、第第 2288 条条のの 22 第第 11

項項にに規規定定すするる措措置置そそのの他他のの厚厚生生労労働働

省省令令でで定定めめるる措措置置をを講講じじてていいるるもものの

ととししてて、、厚厚生生労労働働省省令令でで定定めめるるととこころろ

にによよりり労労働働基基準準監監督督署署長長がが認認定定ししたた

事事業業者者ににつついいててはは、、ここのの限限りりででなないい。。  

２２  事事業業者者はは、、建建設設業業にに属属すするる事事業業のの仕仕

事事ののううちち重重大大なな労労働働災災害害をを生生ずずるるおお

そそれれががああるる特特にに大大規規模模なな仕仕事事でで、、厚厚生生

労労働働省省令令でで定定めめるるももののをを開開始始ししよようう

ととすするるととききはは、、そそのの計計画画をを当当該該仕仕事事のの

開開始始のの日日のの 3300 日日前前ままででにに、、厚厚生生労労働働

省省令令でで定定めめるるととこころろにによよりり、、厚厚生生労労働働

大大臣臣にに届届けけ出出ななけけれればばななららなないい。。  

３３  事事業業者者はは、、建建設設業業そそのの他他政政令令でで定定めめ

るる業業種種にに属属すするる事事業業のの仕仕事事（（建建設設業業にに

属属すするる事事業業ににああつつててはは、、前前項項のの厚厚生生労労

働働省省令令でで定定めめるる仕仕事事をを除除くく。。））でで、、厚厚

生生労労働働省省令令でで定定めめるるももののをを開開始始ししよよ

ううととすするるととききはは、、そそのの計計画画をを当当該該仕仕事事

のの開開始始のの日日のの 1144 日日前前ままででにに、、厚厚生生労労

働働省省令令でで定定めめるるととこころろにによよりり、、労労働働基基

準準監監督督署署長長にに届届けけ出出ななけけれればばななららなな

いい。。  

４４  事事業業者者はは、、第第一一項項のの規規定定にによよるる届届出出

にに係係るる工工事事ののううちち厚厚生生労労働働省省令令でで定定

めめるる工工事事のの計計画画、、第第 22項項のの厚厚生生労労働働省省

令令でで定定めめるる仕仕事事のの計計画画又又はは前前項項のの規規

定定にによよるる届届出出にに係係るる仕仕事事ののううちち厚厚生生

労労働働省省令令でで定定めめるる仕仕事事のの計計画画をを作作成成

すするるととききはは、、当当該該工工事事にに係係るる建建設設物物若若

ししくくはは機機械械等等又又はは当当該該仕仕事事かからら生生ずず
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るる労労働働災災害害のの防防止止をを図図るるたためめ、、厚厚生生労労

働働省省令令でで定定めめるる資資格格をを有有すするる者者をを参参

画画ささせせななけけれればばななららなないい。。  

５５  前前 33項項のの規規定定（（前前項項のの規規定定ののううちち、、

第第一一項項のの規規定定にによよるる届届出出にに係係るる部部分分

をを除除くく。。））はは、、当当該該仕仕事事がが数数次次のの請請負負

契契約約にによよつつてて行行わわれれるる場場合合ににおおいいてて、、

当当該該仕仕事事をを自自らら行行うう発発注注者者ががいいるるとと

ききはは当当該該発発注注者者以以外外のの事事業業者者、、当当該該仕仕

事事をを自自らら行行うう発発注注者者ががいいなないいととききはは

元元請請負負人人以以外外のの事事業業者者ににつついいててはは、、適適

用用ししなないい。。  

６６  労労働働基基準準監監督督署署長長はは第第 11項項又又はは第第 33

項項のの規規定定にによよるる届届出出ががああつつたた場場合合にに

おおいいてて、、厚厚生生労労働働大大臣臣はは第第 22項項のの規規定定

にによよるる届届出出ががああつつたた場場合合ににおおいいてて、、そそ

れれぞぞれれ当当該該届届出出にに係係るる事事項項ががここのの法法

律律又又ははここれれにに基基づづくく命命令令のの規規定定にに違違

反反すするるとと認認めめるるととききはは、、当当該該届届出出ををしし

たた事事業業者者にに対対しし、、そそのの届届出出にに係係るる工工事事

若若ししくくはは仕仕事事のの開開始始をを差差しし止止めめ、、又又はは

当当該該計計画画をを変変更更すすべべききここととをを命命ずずるる

ここととががででききるる。。  

７７  厚厚生生労労働働大大臣臣又又はは労労働働基基準準監監督督署署

長長はは、、前前項項のの規規定定にによよるる命命令令（（第第 22項項

又又はは第第 33 項項のの規規定定にによよるる届届出出ををししたた

事事業業者者にに対対すするるももののにに限限るる。。））ををししたた

場場合合ににおおいいてて、、必必要要ががああるるとと認認めめるるとと

ききはは、、当当該該命命令令にに係係るる仕仕事事のの発発注注者者

（（当当該該仕仕事事をを自自らら行行うう者者をを除除くく。。））にに

対対しし、、労労働働災災害害のの防防止止にに関関すするる事事項項にに

つついいてて必必要要なな勧勧告告又又はは要要請請をを行行ううここ

ととががででききるる。。 

  

1.2 趣旨 

本条は、労働者の危険及び健康障害の発

生の防止を徹底するため、行政機関が、事業

者が工事着手前に、当該計画の届出を受け

て内容を審査し、必要に応じて勧告または

命令を発することにより、工事の過程（施工

業者等）と工事後（ユーザー企業等）におけ

る安全衛生を確保しようとするものである

2。 

本条は、事業者に対し、厚生労働省令で定

める機械等の設置、移転若しくは主要構造

部分の変更をしようとするとき又は厚生労

働省令で定める建設工事若しくは土石採取

を開始しようとするときに、事前にその計

画を行政官庁に提出することを義務付ける

とともに、行政官庁に当該計画の届出を行

った事業者に対して当該計画に関する工事

着手差止・計画変更命令を行う権限等につ

いて規定しており、この制度は労働安全衛

生法における事前審査制の中核をなすもの

といえる。 

 

1.3 沿革 

戦前、工場法においては、その第 13条が、

工場及び附属建設物又は設備が危害を生じ

又は衛生風紀その他公益を害するおそれが

あると認めるとき、労働監督機関は予防又

は除害のため必要な事項又は使用の停止を

命じることを規定したほか、企業の設備や

建設物等の新設、操業の開始等に関して安

全衛生上の立場から法律上の監督を規定し

ていなかった。これは、工場法制定当時すで

に各府県に警察命令による工場取締規則が

制定されていたことによる。 

日本国憲法施行と共に、従来警察命令で

規定されていた事柄は新たに立法を必要と
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することになったので、1947 年制定された

旧労基法（労働安全衛生法が分離する前）

は、企業設備の新設に関する統一的監督規

定を設けることになった 3）。 

すなわち、事業場の設備については労基

法第 45条に基づく命令で、事業附属寄宿舎

については同法第 96 条に基づく命令で、あ

らかじめ一定の基準を示して、この基準に

則って作成された新設計画を講じ、着手 14

日前までに届け出ることとした。さらに、第

54条は、特定の条件下での監督上の行政措

置を規定した。すなわち、常時 10人以上の

労働者を就業させる事業、命令で定める危

険な事業又は衛生上有害な事業の建設物、

寄宿舎その他の附属建設物又は設備を設置

し、移転し、又は変更する場合、第 45条又

は第 96 条の規定に基づいて発する命令で

定める危害防止等に関する基準に則り定め

た計画を、工事着手 14 日前までに労働基準

監督署に届け出なければならないこと、労

働基準監督署は、労働者の安全及び衛生に

必要であると認めたときは、工場の着手を

差し止め、又は計画の変更を命ずることが

できることを規定した。 

その後、1972 年に労基法から労働安全衛

生法が分離独立した際に、旧労基法第 54条

は現行の安衛法第 88 条に近い形で受け継

がれた。 

すなわち、当時の安衛法は、第 88条第 1

項において、事業場の業種及び規模が一定

のものについて、建設物、機械等を設置・移

転、又は主要構造部分を変更しようとする

ときは、その計画を工事開始の日の三十日

前までに労働基準監督署長に届け出なけれ

ばならない、と規定した。第 2 項では、危

険有害な作業を必要とする機械、危険な場

所において使用するものなど設置・移転し、

又は主要構造部分を変更しようとする場合

に準用した。第 3 項では、建設業その他の

業種に属する一定の仕事の場合、その計画

を当該仕事の開始の日の 14 日前までに労

働基準監督署長に届け出なければならない、

と規定し、さらに第 4 項では、数次の請負

によって行なわれる場合において、計画届

の義務を負う者を発注者又は元請負人に限

定した。 

そして、第 5項は、労働基準監督署長は、

上記の工事計画の届け出た事項について、

「法律又はこれに基づく命令の規定に違反

すると認めるときは」工事・仕事の開始を差

し止め、又は当該計画を変更すべきことを

命ずることができる、と規定した。 

昭和 55年の改正労働安全衛生法は、①建

設業に属する事業で大規模な仕事は、工事

計画を開始日 30日前に、労働大臣に届け出

ることを規定し、②工事計画の作成にあた

って、特定の有資格者を参画させることを

義務付けた。 

昭和 63年改正労働安全衛生法は、労働大

臣、労働基準監督署長はこれまでの差し止

め命令のほか、「必要があると認めるとき

は、当該命令に係る仕事の発注者（当該仕事

を自ら行う者を除く。）に対し、労働災害の

防止に関する事項について必要な勧告又は

要請を行うことができる。」と規定した。 

平成 26年改正労働安全衛生法は、従前の

第 1 項の内容を削除した。同条がその役割

を実質的に終えたと解されることと、届出

を受ける労基署のキャパシティーの問題を

慮った措置である 4。すなわち、従来、①規

模の大きい工場等で生産ライン等を新設・

変更する場合の事前届出、②危険な機械等
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を設置・移転等する場合の事前届出、③大規

模建設工事の事前届出、④一定の建設工事

等の事前届出の 4 つの場合を定めていたが、

上記①が廃止となり、3つの場合となった 5 

 

1.4 内容 

1.4.1 本条の概要 

1.4.1.1 計画届が必要な場合 

本条は、労働者の危険及び健康障害の防

止を図るため、三つの場合に分けて、危害の

発生が予想されるような設備が設けられた

り、労働者の安全衛生を損なうような生産

方法や工法等の採用が行われることを防止

するために、その計画の届出をさせようと

するものである。 

すなわち、事業者は、 

① 一定の危険又は有害な機械等の設

置、移転、変更をしようとするとき

（本条第 1項）、 

② 建設業の仕事で特に大規模なもの

を開始しようとするとき（本条第 2

項）、 

③ 建設業又は土石採取業の事業の一

定の規模あるいは種類のものを開

始しようとするとき（本条第 3 項）

には、 

その計画を、一定期日前までに厚生労働大

臣（②の場合）又は労働基準監督署長（①③

の場合）に届け出なければならない。 

ただし、事業者が一定の危険性または有

害性等を調査し、リスクアセスメントを含

め労働安全衛生マネジメントシステムを適

正に実施し、一定の安全衛生水準を上回る

と労働基準監督署長が認定した場合、工事

計画等の事前審査を代替したものとみられ、

上記①②の届出は免除される（本条第 1 項

ただし書き）。 

厚生労働大臣又は労働基準監督署長は、

これらの届出について審査を行い、法令に

違反する事実があると認めたときは、工事

差止め等の命令をすることができる（本条

第 6項）。 

さらに、厚生労働大臣及び労働基準監督

署長は、工事差止め等の命令をした場合、必

要があるときは、発注者に対し、労働災害の

防止に関する事項について、勧告又は要請

を行うことができる（本条第 7項）。 

工事計画の届出の概要については、図 2

「工事計画の届出」を参照されたい。 

 

1.4.1.2 計画届の共通事項 

1.4.1.1 で計画届が必要な三つの場合を

示したが、ここでは計画届の共通事項、すな

わち、届出の義務者、安衛法でいう事業場の

意味、届出名義、届出先、参画者について説

明する。 

 

1.4.1.2.1 計画届の提出義務者 

計画届の提出義務者は事業者である。届

出は事業場単位で行い、企業単位ではない。 

事業場とは、労働基準法におけるそれと

同様の意味で、工場、鉱山、事務所、店舗等

のように一定の場所において相関連する組

織のもとに継続的に行われる作業の一体を

いう 6。したがって、一つの事業場といえる

かどうかは、主として組織の存在する場所

を基準として決定される。同一の場所にあ

るものは原則として一つの事業場とし、場

所的に分散しているものは原則として別個

の事業場として扱われる。 
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ファミリーレストランチェーンを例にと

れば、フランチャイズの本部があり、セント

ラルキッチンがあり、各店舗がある。場合に

よっては地域本部や地域配送センターが設

けられている。事業場とは、これらそれぞれ

をいう。 

ただし、同一の場所にあっても、著しく労

働の態様を異にしている部門がある場合、

その部門を主たる部門と切り離して別個の

事業場ととらえることにより安衛法がより

適切に運用できる場合には、その部門は別

個の事業場ととらえることになる。例えば、

工場内に設けられた診療所、自動車販売会

社に附属する自動車整備工場、学校に付設

された給食場等がある 7。 

計画届を提出する義務があるのは事業者

である。法人の場合は、法人そのものをい

う。したがって、届出に当たっては、企業名

と代表者名を記載し、一般的には社判と代

表者印を押印して提出することになる。し

かし、例えば、本社が東京にあり、工場が北

海道から九州に 10 箇所あるという場合に

すべてに代表者印を押印しなければ受理さ

れないことになり煩雑である。そこで、厚生

労働省は、当該事業場における安衛法に基

づく報告等を行う権限が当該支店、事業場

等の長に委譲されている場合には、当該支

店、事業場の長の職及び氏名で行っても差

し支えないとしている（昭和 48.1.8基安発

第 2号）。 

 

1.4.1.3 計画届の提出先 

計画届の提出先は、当該事業場又は仕事

を行う場所を管轄する労働基準監督署長で

ある。しかし、建設業や採石業の場合、その

事業場が複数の労働基準監督署長の管轄を

またぐ場合がある。そのような場合には、原

則として事務所の所在地を管轄する労働基

準監督署長となる。 

 

 

1.4.1.4 参画者 

1.4.1.4.1 参画者が参画する計画 

安衛法第 88 条の届出の対象となる工事

のうち、次のものは、一定の資格を有する参

画者がその計画の作成に参画しなければな

らない（同条第 4 項）。第 1 項のみならず

第 2項の届出も同様である。 

その対象となる工事は次のものである

（安衛則第 92条の 2） 

○機械（設置し、若しくは移転し、又はこれ

らの主要構造部分を変更する工事 

型枠支保工（支柱の高さが 3．5メートル

以上のものに限る。） 

足場（つり足場、張出し足場以外の足場で

あっては、高さが 10メートル以上の構造

のものに限る。） 

 

○仕事 

(1) 第 88条第 2項の届出対象の仕事 

① 高さが 300 メートル以上の塔の建設

の仕事 

② 堤高（基礎地盤から堤頂までの高さ

をいう。）が 150メートル以上のダム

の建設の仕事 

③ 最大支間 500 メートル（つり橋にあ

つては、1000 メートル）以上の橋梁

(りょう)の建設の仕事（＊最大支間

とは橋梁の支点と支点の間隔のうち、

最大のものをいう（昭和 55・11・25

基発第 648号）） 

④ 長さが 3000 メートル以上のずい道
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等の建設の仕事 

⑤ 長さが 1000 メートル以上 3000 メー

トル未満のずい道等の建設の仕事で、

深さが 50メートル以上のたて坑（通

路として使用されるものに限る。）の

掘削を伴うもの 

⑥ ゲージ圧力が 0．3 メガパスカル以上
の圧気工法＊による作業を行う仕事 

＊【圧気工法】とは、圧縮空気を送入し

て気圧を上げ、湧水をおさえながらト

ンネルやケーソン堀削をする工法をい

う（詳細は 1.4.4.2参照）。 

 

(2) 第 88 条第 3 項の届出対象の仕事のう

ち、以下の仕事が対象となる。 

① 高さ 31 メートルを超える建築物又

は工作物（橋梁を除く。）の建設、改

造、解体又は破壊（以下「建設等」と

いう。）の仕事 

② 最大支間 50 メートル以上の橋梁(り

ょう)の建設等の仕事 

③ 最大支間 30 メートル以上 50 メート

ル未満の橋梁(りょう)の上部構造の

建設等の仕事（第 18条の 2の 2の場

所において行われるものに限る。） 

④ ずい道等の建設等の仕事（ずい道等

の内部に労働者が立ち入らないもの

を除く。） 

⑤ 掘削の高さ又は深さが 10 メートル

以上である地山（じやま、建設業では

人為的な盛り土などが行われていな

い、自然のままの地盤をいう 8）の掘

削（ずい道等の掘削及び岩石の採取

のための掘削を除く。以下同じ。）の

作業（掘削機械を用いる作業で、掘削

面の下方に労働者が立ち入らないも

のを除く。）を行う仕事 

⑥ 圧気工法による作業を行う仕事 

 

1.4.1.4.2 参画者の資格 

参画者の資格は次の通りである（安衛則

第 92条の 3、別表 9）。 

 

 

 

1.4.2 一定の危険又は有害な機械等の設

置・移転・変更の計画届（第 1 項） 

1.4.2.1 本条第 1項の規定による届出 

本条第 1 項の規定による届出をしようと

する事業者は、安衛則別表第 7 の上欄に掲

げる機械等を設置し、若しくは移転し、又は

これらの主要構造部分を変更しようとする

ときは、様式第 20号等の届書に、当該機械

等の種類に応じて同表の中欄に掲げる事項

を記載した書面及び同表の下欄に掲げる図

面等を添えて、所轄労働基準監督署長に提

出しなければならない（安衛則第 86条第 1

項）。 

別表第 7 の上欄に掲げる機械には、概略

－2132－



分担研究報告書（鎌田・田中） 

9 

①動力プレス、②金属その他の鉱物の溶解

炉、③化学設備、④乾燥設備、⑤アセチレン

溶接装置、⑥ガス集合溶接装置、⑦機械集材

装置、⑧運材索道、⑨軌道装置、⑩型枠支保

工、⑪架設通路、⑫足場、⑬有機溶剤の蒸気

の発散源を密閉する設備、局所排気装置、プ

ッシュプル型換気装置又は全体換気装置、

⑭鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発生源を密

閉する設備、局所排気装置又はプッシュプ

ル型換気装置、⑮四アルキル鉛等業務に用

いる機械又は装置、⑯特定化学物質の第 1

類物質又は特定第 2 類物質等を製造する設

備、⑰特定化学設備及びその付属設備、⑱特

定第 2 類物質又は管理第 2 類物質のガス、

蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場に設

ける発散抑制の設備、⑲アクロレインに係

る排ガス処理装置、⑳アルキル水銀化合物・

塩酸・硝酸・シアン化カリウム・シアン化ナ

トリウム・ペンタクロルフエノール及びそ

のナトリウム塩・硫酸・竜化ナトリウムの排

液処理装置、⑳の 2、1・31 ブタジエン等に

係る発散抑制の設備、⑳の 3、硫酸ジエチル

等に係る発散抑制の設備、⑳の 4、1・31プ

ロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う

接尾及びその付属設備、㉑放射線装置、㉒空

気調和設備又は機械換気設備で中央管理方

式のもの、㉓特定粉じん発生源を有する機

械、㉔特定粉じん発生源における粉じんの

発散を防止するための局所排気装置又はプ

ッシュプル型換気装置、㉕石綿等の粉じん

が発散する屋内作業場に設ける発散抑制尾

設備がある（詳細は 1.4.2.2参照）。 

また、特定機械等であるボイラー、第一種

圧力容器、クレーン、デリック、エレベータ

ー、建設用リフト及びゴンドラを設置し、又

は変更しようとするときは、各個別規則で

定めるとおり設置届又は変更届を所轄労働

基準監督署長に提出しなければならない

（ただし、移動式ボイラー及び移動式クレ

ーンの設置に際しては、法第 100 条第 1 項

の規定に基づく設置報告書を提出しなけれ

ばならない。）。 

安衛法第 37条に定める特定機械等（ボイ

ラー、第一種圧力容器、クレーン、移動式ク

レーン、デリック、エレベーター、建築用リ

フト、ゴンドラ）の設置・変更にあっても設

置届が必要である。 

 

1.4.2.2 危険有害機械等の範囲 

安衛則第 85条は、本条に定める危険有害

機械等は、法に基づく他の省令に定めるも

ののほか、別表第 7 の上欄に掲げる機械等

としている（ただし、別表第 7 の上欄に掲

げる機械等で、①機械集材装置、運材索道、

架設通路及び足場以外の機械等で、6月未満

の期間で廃止するもの、②機械集材装置、運

材索道、架設通路又は足場で、組立てから解

体までの期間が 60 日未満のものは除く）。 

 

別表第 7 の上欄に掲げるものは以下の通

りである。 

① 動力プレス（機械プレスでクランク軸

等の偏心機構（金型中心と荷重中心が

ずれている機構）を有するもの及び液

圧プレスに限る。）（＊動力プレスとは、

動力により駆動されるプレス機械をい

う（安衛則第 36条第 2号）） 

② 金属その他の鉱物の溶解炉（容量が 1

トン以上のものに限る。）（溶解炉には、

溶鉱炉、電気炉、転炉等がある。） 

③ 化学設備(配管を除く。)(化学設備とは、
安全衛生法施行令別表第 1 に掲げる、
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爆発性、発火性、酸化性、引火性の物及
び可燃性のガス等を製造し、若しくは
取り扱う設備で、移動式以外の物いう。
ただし、引火点が 65度以上の物の量が

厚生労働大臣が定める基準に満たない

ものを除く。（安衛令第 9 条の 3 第 1

号）。） 

【化学設備 9】 

 

④ 乾燥設備（乾燥設備とは、熱源を用いて

火薬類以外のものを加熱乾燥する乾燥

室及び乾燥器をいう。また、加熱乾燥と

は、加熱することにより、乾燥物から水

分、溶剤等を除去することをいう（安衞

令第 6条第 8号イ又はロ）） 

【乾燥設備 10】 

 

⑤ アセチレン溶接装置（移動式のものを

除く。）（アセチレン溶接装置とは、アセ

チレン発生器、安全器、導管、吹管等に

より構成され、熔解アセチレン以外の

アセチレン及び酸素を使用して、金属

を溶接し、溶断し、または加熱する設備

をいう（安衛令第 1条第 1号）。アセチ

レン発生器とは、カーバイトに水をか

けてアセチレンガスを発生させるもの

である。溶解アセチレンとは、アセチレ

ンガスボンベに封入されたものをいう。

11 

【アセチレン溶接装置とガス集合溶

接装置 12】 

 

⑥ ガス集合溶接装置（移動式のものを除

く。）（ガス集合溶接装置とは、ガス集合

装置、安全器、圧力調整器、導管、吹管

等により構成され、可燃性ガス及び酸

素を使用して、金属を溶接し、溶断し、

又は加熱する設備をいう（安衛令第 1

条第 2号、安衛則第 308条第 1項）。ガ

ス集合溶接装置とは、10以上の可燃性

ガスの容器を導管により連結した装置

又は 9 以下の可燃性ガスの容器を導管

により連結した装置で、容器の内容積

の合計が水素若しくは溶解アセチレン

の容器にあっては 400 リットル以上、

その他の可燃性ガス（プロパンガス等）

の容器にあっては 1000 リットル以上

のものをいう（安衛令第 1 条第 2 号）。

ガス集合溶接装置の図は、アセチレン

溶接装置の項を参照。） 

⑦ 機械集材装置（集材機、架線、搬器、支
柱及びこれらに附属する物により構成
され、動力を用いて、原木又は薪炭材を
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巻き上げ、かつ、空中において運搬する
設備をいう。ただし原動機の定格出力

が 7．5 キロワツトを超えるものに限

る。） 

【機械集材装置 13】 

 

 

⑧ 運材索道（架線、搬器、支柱及びこれら
に附属する物により構成され、原木又
は薪炭材を一定期間空中において運搬
する設備をいう。ただし、支間の斜距離

の合計が 350 メートル以上のものに限

る。） 

【運材索道 14】 

 

 

⑨ 軌道装置【事業場附帯の軌道および車

両、動力車、巻上げ機等を含む一切の装

置で、動力を用いて軌条により労働者

または荷物を運搬する用に供されるも

の（鉄道営業法、鉄道事業法、軌道法の

適用を受けるものを除く）」をいう（安

衛則第 195条）。軌道とは、動力車、貨

車、人車等を運行する線路をいう。 

【軌道装置 15】 

 

（軌道装置） 

トラバーサー（＊）は軌道及び動力原

動機を有しているが、トラバーサー（重
量物、車体を台上に載せて回転向き変
え水平方向に平行移動させる装置）の

みでは軌道装置にならないが、安衛則

に定める軌道装置の適用を受ける軌道

に接続して使用されるトラバーサーは、

安衛則の適用を受ける（昭和 24．8．8

基収第 2480 号、昭和 33．2．13基発第

90号）。有軌道台車（コンピュータによ

り制御され、無人の状態でコイルなど

を搬送する装置）は、構造上、脱線、転

倒等その他災害のおそれがないとして、

安衛則第 195 条の軌道装置として取り

扱わないとされる（平 23．11．28基安

発第 1128第 1号）】 

 

（トラバーサーとは、重量物を水平方

向に平行移動（長尺物を横移動）させる

ための装置。一般には、鉄道の工場、検

査場、車両基地などで複数線路間で鉄

道車両を移動させる遷車台（せんしゃ

だい）を指す。） 

【トラバーサー16】 

－2135－
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⑩ 型枠支保工（支柱の高さが 3．5メート

ル以上のものに限る。）【型枠支保工と

は、支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部

材により構成され、建設物におけるス

ラブ（建設物の床のように水平方向に

長く平べったいコンクリート構造物）、

けた等のコンクリートの打設に用いる

型枠を支持する仮設の設備をいう（安

衛令第 6条第 14 号）。】 

⑪ 架設通路（高さ及び長さがそれぞれ 10

メートル以上のものに限る。）【架設通

路とは、労働者が通行するための設備、

つまり通路であって、両端が支持され

ているものをいう。架設足場の登りさ

ん橋（昇降階段）が典型だが、仮設物に

限られない 17。登りさん橋とは、建築工

事に従事する作業員が、歩いて上り下

りできるようにしたスロープ状の仮設

通路のこと。【図・写真 18】 

 

（登りさん橋の図） 

 
（登りさん橋の写真） 

⑫ 足場（つり足場、張り出し足場以外の足

場に あつては、高さが 10 メートル以

上の構造のものに限る。）足場とは、い

わゆる本足場、一側足場（いっそくあし

ば、ブラケット足場）、つり足場、張り

出し足場（地面から本足場を組み上げ

られない場合に、工事中の建物の躯体

に張り出し材を取り付けて、その上に

本足場を設置する、といったつくりの

足場）、脚立足場等のように、建設物、

船舶等の高所部に対する塗装、鋲打ち、

部材の取り付け又は取り外し等の作業

において、労働者を作業箇所に接近さ

せて作業させるために設ける仮説の作

－2136－
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業床及びこれを支持する仮設物をいう

19。【一側足場 20】 

 

【一側足場 21】 

 

【つり足場 22】 

 

【張り出し足場 23） 

⑬ 有機則第 5 条又は第 6 条(特化則第 38

条の 8 においてこれらの規定を準用す

る場合を含む。)の有機溶剤の蒸気の発

散源を密閉する設備、局所排気装置、プ

ッシュプル型換気装置又は全体換気装

置（移動式のものを除く。）有機溶剤と

は、他の物質を溶かす性質を持つ有機

化合物の総称であり、 様々な職場で、

溶剤として塗装、洗浄、印刷等の作業に

幅広く使用されている。有機溶剤は常

温では液体だが、一般に揮発性が高い

ため、蒸気となって作業者の呼吸を通

じて体内に吸収されやすく、また、油脂

に溶ける性質があることから皮膚から

も吸収される 24。局所排気装置とは、有

害物の発散源に吸引口を設け、吸引気

流によって当該有毒物を含んだ空気を

吸入するものである。その風上側に労

働者を配置して作業することにより、

有害物に曝露することを防ぐ。ブッシ

ュプル型換気装置とは、動力により一

－2137－
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定方向の流れを持つ吹き出し、吸い込

み気流を形成し、有害物を含む空気を

吸入するものである。全体換気装置と

は、換気扇が典型だが、当該有害物を取

り扱う作業場の空気を排出することに

より、室内の有害物の濃度を低下させ

る 25。 

【局所排気装置 26】 

 

【プッシュプル型換気装置 27】 

 

⑭ 鉛則第 2条、第 5条から第 15条まで及

び第 17 条から第 20 条までに規定する

鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散源を

密閉する設備、局所排気装置又はプッ

シュプル型換気装置。焼結鉱とは、製鉄

の焼結工程において使用するため、粉

状の鉄鉱石を焼き固めたものをいう。

高炉に粉状の鉄鉱石をそのまま入れる

と目づまりを起こし、炉内の下から上

の還元ガスの流れを阻害するので、石

灰石を混ぜ一定の大きさに焼き固めて

いる 28。 

⑮ 四アルキル鉛をガソリンに混入する業

務（四アルキル鉛をストレージタンク

に注入する業務を含む）に用いる機械

又は装置。四アルキル鉛とは、鉛にエチ

ル基又はメチル基が合計 4 個ついた物

をいい、内燃機関の燃料であるガソリ

ンのオクタン価を高める添加物である

アンチノック剤として使用される物を

いう。極めて毒性が高い 29。 

⑯ 特化則第 2 条第 1 項第 1 号に掲げる第

一類物質又は特化則第 4 条第一項の特

定第二類物質等を製造する設備。第 1

類物質とは、製造許可物質とも呼ばれ、

労働者に重度の健康障害を生ずるおそ

れのある物であることから、予め厚生

労働大臣の許可を受けなければ、製造

し、又は輸入することが禁じられてい

る物をいう。具体的には、特化則第 1条

第 1 項に定める物質をいう。特定第 2

類物質とは、第 2 類物質のうち、特化

則第 2条第 1項で定める物質をいう 30。 

第 1類物質 31 

物物質質名名 CCAASS  NNoo.. 

対対象象ととなな

るる含含有有濃濃

度度 

特特 別別

管管 理理

物物質質  

管管理理濃濃度度  

ジクロルベンジ

ジン及びその塩 
特定されず 1%超 該当 － 

アルファ―ナフ

チルアミン及び

その塩 

特定されず 1%超 該当 － 

塩素化ビフェニ

ル（別名ＰＣＢ） 
特定されず 1%超 

非該

当 

0.01mg/m
3 

オルト―トリジ

ン及びその塩 
特定されず 1%超 該当 － 

ジアニシジン及

びその塩 
特定されず 1%超 該当 － 

ベリリウム及び

その化合物 
特定されず 

1%超 

(合金は

3%超) 

該当 

ベリリウ

ムとして

0.001mg

／m3 

－2138－
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ベンゾトリクロ

リド 
98-07-7  0.5%超 該当 0.05ppm 

特定第 2類物質 32 

物物質質名名 CCAASS  NNoo.. 

対対 象象 とと

なな るる 含含

有有濃濃度度 

特特 別別

管管 理理

物物質質 

管管理理濃濃度度  

エチレンイミン 151-56-4 1%超 該当 0.05ppm 

エチレンオキシド 75-21-8 1%超 該当 1ppm 

塩化ビニル 75-01-4 1%超 該当 2ppm 

クロロメチルメチ

ルエーテル 
107-30-2 1%超 該当 － 

酸化プロピレン 75-56-9 1%超 該当 2ppm 

3，3’―ジクロロ

―4，4’―ジアミ

ノジフェニルメタ

ン 

101-14-4 1%超 該当 
0.005mg/m
3 

ジメチル―2，2―

ジクロロビニルホ

スフェイト 

（ＤＤＶＰ） 

62-73-7 1%超 該当 0.1mg/m3 

1，1―ジメチルヒ

ドラジン 
57-14-7 1%超 該当 0.01ppm 

ナフタレン 91-20-3 1%超 該当 10ppm 

ニッケルカルボニ

ル 
13463-39-3 1%超 該当 0.001ppm 

パラ―ジメチルア

ミノアゾベンゼン 
60-11-7 1%超 該当 － 

ベータ―プロピオ

ラクトン 
57-57-8 1%超 該当 0.5ppm 

ベンゼン 71-43-2 1%超 該当 1ppm 

ホルムアルデヒド 50-00-0 1%超 該当 0.1ppm 

オルトートルイジ

ン 
95-53-4 1%超 該当 1ppm 

アクリルアミド 79-06-1 1%超 
非該

当 
0.1mg/m3 

アクリロニトリル 107-13-1 1%超 
非該

当 
2ppm 

塩素 7782-50-5 1%超 
非該

当 
0.5ppm 

シアン化水素 74-90-8 1%超 
非該

当 
3ppm 

臭化メチル 74-83-9 1%超 
非該

当 
1ppm 

トリレンジイソシ

アネート 

584-84-9 

91-08-7 
1%超 

非該

当 
0.005ppm 

パラ―ニトロクロ

ルベンゼン 
100-00-5 5%超 

非該

当 
0.6mg/m3 

弗化水素 7664-39-3 5%超 
非該

当 
0.5ppm 

沃化メチル 74-88-4 1%超 
非該

当 
2ppm 

硫化水素 7783-06-4 1%超 
非該

当 
1ppm 

硫酸ジメチル 77-78-1 1%超 
非該

当 
0.1ppm 

 

⑰ 令第 9 条の 3 第 2 号の特定化学設備及

びその附属設備。特定化学設備とは、安

衛令別表第 3 第 2 号に掲げる第 2 類物

質のうち厚生労働省令で定めるもの

（特定第 2 類物質）又は同表第 3 号に

掲げる第 3 類物質を製造し、又は取り

扱う設備で、移動式以外のものをいう

（特化則第 13条）。その附属設備とは、

特定化学設備に附設されたものをいい、

主なものとしては、動力装置、圧縮装置、

給水装置、計測装置、安全装置等がある

（平 18．2．24基発第 0224003号）。 

⑱ 特定第二類物質又は特化則第 2 条第 1

項第 5 号に掲げる管理第 2 類物質のガ

ス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作

業場に設ける発散抑制の設備 (特化則

第 2 条の 2 第 2 号又は第 4 号から第 8

号までに掲げる業務のみに係るものを

除く。) （管理第 2類物質とは、特定

化学物質の第 2 類物質のうち、特定第

2類物質及びオーラミン等以外をいい、

具体的には特化則第 2 条第 1 項が定め

るものをいう。） 

管理第 2類物質 33 

物物質質名名  CCAASS  NNoo..  

対対 象象

とと なな

るる 含含

有有 濃濃

度度  

特特 別別

管管 理理

物物質質  

管管理理濃濃度度  

三酸化二アンチモ

ン 

1309-64-

4 
1%超 該当 

アンチモンと

して 0.1mg/m3 

インジウム化合物 
特定され

ず 
1%超 該当 － 

クロム酸及びその

塩 

特定され

ず 
1%超 該当 

クロムとして

0.05mg/m3 

コバルト及びその

無機化合物 

特定され

ず 
1%超 該当 

コバルトとし

て 0.02mg/m3 

コールタール 
特定され

ず 
5%超 該当 

ベンゼン可溶

性成分として

0.2mg/m3 

重クロム酸及びそ

の塩 

特定され

ず 
1%超 該当 

クロムとして

0.05mg/m3 

ニッケル化合物（ニ

ッケルカルボニル

特定され

ず 
1%超 該当 

ニッケルとし

て 0.1mg/m3 

－2139－
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を除き、粉状の物に

限る。） 

砒素及びその化合

物 

（アルシン及び砒

化 ガ リ ウ ム を 除

く。） 

特定され

ず 
1%超 該当 

砒 素 と し て

0.003mg/m3 

リフラクトリーセ

ラミックファイバ

ー 

特定され

ず 
1%超 該当 

5μm 以上の

繊 維 と し て

0.3本/cm3 

アルキル水銀化合

物 

（アルキル基がメ

チル基又はエチル

基 で あ る 物 に 限

る。） 

特定され

ず 
1%超 

非該

当 

水 銀 と し て

0.01mg/m3 

オルト―フタロジ

ニトリル 
91-15-6 1%超 

非該

当 
0.01mg/m3 

カドミウム及びそ

の化合物 

特定され

ず 
1%超 

非該

当 

カドミウムと

し て

0.05mg/m3 

五酸化バナジウム 
1314-62-

1 
1%超 

非該

当 

バナジウムと

し て

0.03mg/m3 

シアン化カリウム 151-50-8 5%超 
非該

当 

シアンとして

3mg/m3 

シアン化ナトリウ

ム 
143-33-9 5%超 

非該

当 

シアンとして

3mg/m3 

水銀及びその無機

化合物（硫化水銀を

除く。） 

特定され

ず 
1%超 

非該

当 

水 銀 と し て

0.025mg/m3 

ニトログリコール 628-96-6 1%超 
非該

当 
0.05ppm 

ペンタクロルフェ

ノール（別名ＰＣ

Ｐ）及びそのナトリ

ウム塩 

87-86-5 

131-52-2 
1%超 

非該

当 

ペンタクロル

フェノールと

して 0.5mg/m3 

マンガン及びその

化合物 

（塩基性酸化マン

ガンを除く。） 

特定され

ず 
1%超 

非該

当 

マンガンとし

て 0.2mg/m3 

 

⑲ 特化則第 10条第 1項の排ガス処理装置

排ガス処理装置とは人体に有害なガス

を分解又は排出するための装置。）であ

つて、ここではアクロレインに係るも

のものをいう。特定化学物質のうち一

定の物のガス又は蒸気を含有する気体

を排出する製造設備の排気筒又は局所

排気装置若しくはプッシュプル型換気

装置には、一定の処理方式による排ガ

ス処理装置またはこれらと同等以上の

性能を有する排ガス処理装置を設けな

ければならない（特化則第 10条第 1項）。

ここでは、そのうち、アクロレイン（有

害物質）に関する設備が対象となる。 

⑳ 特化則第 11 条第 1 項の排液処理装置。

廃液処理装置とは多種多様な物質を含

む廃油や廃酸、廃アルカリなどの廃液

や排水を処理する装置で環境への負担

軽減やコスト削減に貢献する。特定化

学物質のうち一定の物を含有する排液

（第 1 類物質を製造する設備からの廃

液を除く）については、一定の処理方式

による排液処理装置又はこれらと同等

以上の性能を有する排液処理装置を設

けなければならない。特化則第 11条第

1 項に定める物質とは以下のものであ

る 34。 

物質名 処理方式 
アルキル水銀化合物（ア

ルキル基がメチル基又

はエチル基である物に限

る。 

酸化・還元方式 

塩酸 中和方式 
硝酸 中和方式 

シアン化カリウム 酸化・還元方式 

活性汚泥方式 

シアン化ナトリウム 酸化・還元方式 

活性汚泥方式 
ペンタクロロフェノール

（別名PCP）およびそのナ

トリウム塩 
凝集沈でん方式 

硫酸 中和方式 
硫化ナトリウム 酸化・還元方式 

－2140－
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（中和方式廃液処理装置） 

20 の 2、特化則第 38 条の 17 第 1 項の 1・
3―ブタジェン等に係る発散抑制の設備。 
20 の 3、特化則第 38 条の 18 第 1 項の硫酸

ジエチル等に係る発散抑制の設備（屋外に

設置されるものを除く。） 

20の 4，特化則第 38条の 19の 1・3－プロ

パンスルトン等を製造し、又は取り扱う設

備及びその附属設備。 

㉑電離則第 15条第 1項の放射線装置（放射

性同位元素等による放射線障害の防止に関

する法律第 12条の 5第 2項に規定する表示

付認証機器又は同条第 3 項に規定する表示

付特定認証機器を除く。）。放射線装置とは、

①エックス線装置、②荷電粒子を加速させ

る装置、③エックス線管若しくはケノトロ

ンのガス抜き又はエックス線の発生を伴う

これらの検査を行う装置、④放射性物質を

装備している機器をいう。表示付認証装置

とは、RI 装備計器（RI（放射性同位元素）

を利用して、水分や密度を測定する装置を

装備したもの）のうち、原子力規制委員会又

は登録認証機関の（財）原子力安全技術セン

ターで設計認証を受けたものをいう 35（電

離則第 15条第 1項）。 

㉒事務所衛生基準規則第 5 条の空気調和設

備又は機械換気設備で中央管理方式のもの。

空気調和設備とは、空気を浄化し、その温

度、湿度及び流量を調節して供給できる設

備をいう（事務所則第 5条第 1項）。機械換

気設備とは、空気を浄化し、その流量を調節

して供給することができる設備をいう（事

務所則第 5条第 1項）。図参照 36。 

 

 

㉓粉じん則別表第 2 第 6 号及び第 8 号に掲

げる特定粉じん発生源を有する機械又は設

備並びに同表第 14号の型ばらし装置。 

粉じん則別表第 2 第 6 号に掲げる特定粉

じん発生源を有する機械又は設備とは、粉

じん則別表第 1 第 6 号又は第 7 号に掲げる

作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研

摩材の吹きつけにより、研磨し、又は岩石若

しくは鉱物を掘る箇所に設置された機械又

は設備をいう。 

粉じん則別表第 1第 6号とは、「岩石又は

鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする場所に

おける作業（第 13号に掲げる作業を除く。）。

ただし、火炎を用いて裁断し、又は仕上げす

る場所における作業を除く。」であり、第 7

号の作業とは、「研磨材の吹き付けにより研

磨し、又は研磨材を用いて動力により、岩
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石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはば

り取りし、若しくは金属を裁断する場所に

おける作業（前号に掲げる作業を除く。）」を

いう。 

粉じん則別表第 2 第 8 号に掲げる特定粉

じん発生源を有する機械又は設備とは、別

表第 1 第 8 号に掲げる作業に係る粉じん発

生源のうち、屋内の、鉱物等、炭素原料又は

アルミニウムはくを動力（手持式動力工具

によるものを除く。）により破砕し、粉砕し、

又はふるい分ける箇所に設置された機械ま

たは設備をいう。 

別表第 1第 8号の作業とは、「鉱物等、炭

素原料又はアルミニウムはくを動力により

破砕し、粉砕し、又はふるい分ける場所にお

ける作業（第 3 号、第 15 号又は第 19 号に

掲げる作業を除く。）。ただし、水又は油の中

で動力により破砕し、粉砕し、又はふるい分

ける場所における作業を除く。」をいう。 

同表第 14 号の型ばらし装置とは、鋳造

（溶かした金属を型の中に注いで、所定の

形にする製造方法）の型、特に砂型（すなが

た）を解体する時には、多量の粉塵（型に使

われていた砂や、金属粉、離型剤の粉等々）

が発生するが、この型を解体するのが「型ば

らし」で、振動を加えて型を崩す機械や、棒

で突いて型を崩す機械 などがある 37。 
㉔粉じん則第 4条又は第 27条第 1項ただし

書の規定により設ける局所排気装置又はプ

ッシュプル型換気装置。 

㉕石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に

設ける発散抑制の設備。事業者は、石綿等の

粉じんが発散する屋内作業場については、

当該粉じんの発散源を密閉する設備、局所

排気装置又はプッシュプル型換気装置を設

けなければならない。ただし、当該粉じんの

発散源を密閉する設備、局所排気装置若し

くはプッシュプル型換気装置の設備の設置

が著しく困難なとき、又は臨時の作業を行

うときは、この限りではない（石綿則第 12

条）。なお、石綿をその重量の 0.1パーセン

トを超えて含有する物は製造禁止である 38。 

【石綿等の粉じん発散抑制の設備】39 

 

 

1.4.3 計画の届出等 

1.4.3.1 計画の届出書等 

事業者は、安衛則別表第 7 の上欄に掲げ

る危険有害機械等を設置し、若しくは移転

し、又はこれらの主要構造部分を変更しよ

うとするときは、所定の様式（様式第 20号））

による届書に、当該機械等の種類に応じて

同表の中欄に掲げる事項を記載した書面及

び同表の下欄に掲げる図面等を添えて、所

轄労働基準監督署長に提出しなければなら

ない（安衛則第 86条第 1項）。所定の様式

は図 3「様式第 20 号」サンプル 40を参照さ

れたい。 

ただし、以下の場合は安衛法第 88条第 1

項による届出は要しない（安衛則第 86条第

2項、第 3項）。 

① 特化則第 49条第 1項の規定による申請

をした者（安衛法５６条 1項に定める、

ジクロルベンジジン等を含有する製剤

その他の労働者に重大な健康障害を生

ずるおそれのある物等を製造しようと
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する者で、製造許可を申請した者をい

う）が、別表第 7 の 16 の項から 20 の

3 の項までの上欄に掲げる機械等の設

置を行う場合（ここでいう機械等とは、

特化則第 2 条第 1 項第 1 号に掲げる第

1 類物質又は特化則第 4 条第 1 項の特

定第 2類物質を製造する設備（16項）、

安衛令第 9 条の 3 第２号の特定化学物

質及びその附属設備など（17 項）をい

う） 

② 石綿則第 47 条第 1 項（安衛法 55 条に

定める黄リンマッチ、ベンジジン等を

含有する製剤その他の労働者に重度の

健康障害を生ずる物等を試験研究のた

め製造・輸入・使用する者で許可を申請

する者）、又は第 48条の 3第 1項の規

定による申請をした者（安衛法５６条 1

項に定める、ジクロルベンジジン等を

含有する製剤その他の労働者に重大な

健康障害を生ずるおそれのある物等を

製造しようとする者で、製造許可を申

請した者をいう）が、別表第 7の 25の

上欄に掲げる機械等（石綿等が発散す

る屋内作業場に発散抑制の設備）の設

置を行う場合。 

 

1.4.3.2 計画届出書の提出先、期日 

届出書の提出先である所轄労働基準監督

署長の所轄とは、事業場の所在地又は仕事

の場所を管轄する労働基準監督署を指す。 

届出の期日は、工事開始の 30日前までと

されている。 

 

1.4.4 建設業の仕事で特に大規模な仕事

の計画届（第 2項） 

1.4.4.1 計画届の方法 

建設業の仕事で特に大規模な仕事につい

ては、事業者は、その仕事の開始の日の 30

日前までに、直接、厚生労働大臣に届けなけ

ればならない（本条第 2項）。 

ここで、工事の開始の日とは、本工事ない

し本体工事に着手する日であると考えられ、

例えば、ずい道建設においては立坑又は本

坑の掘削に着手する日、ビル建築では基礎

掘削に着する日などがこれにあたる。 

ここでの届出の対象となる仕事には、す

べて一定の資格者がその計画作成に関与す

ることを要する。 

建設業に属する事業の仕事について、本

条第 2 項の規定に基づく届出をしようとす

る者は、様式第 21号による届書に次の書類

及び圧気工法による作業を行う仕事にかか

る場合にあっては圧気工法作業摘要書（様

式第 21号の 2）を添えて厚生労働大臣に提

出しなければならない（安衛則第 91条第 1

項）。 

① 作業を行う場所の周囲の状況及び四隣

との関係を示す図面 

② 建設等をしようとする建設物の概要を

示す図面 

③ 工事用の機械、設備、建設物等の配置を

示す図面 

④ 工法の概要を示す書面又は図面 

⑤ 労働災害を防止するための方法及び設

備の概要を示す書面又は図面 

⑥ 工程表 

 

1.4.4.2 第 2項の計画届の対象工事 

厚生労働大臣への届出の対象工事として

は、過去の災害状況からみて、爆発、倒壊、
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異常出水等の災害の危険性が特に高いトン

ネル、橋梁、潜函等に係る建設工事のうち、

危険度等を考慮して、次のような仕事が対

象工事に規定されている（安衛則第 89条）。 

① 高さが 300 メートル以上の塔の建設の

仕事 

② 堤高（基礎地盤から堤頂までの高さを

いう。）が 150 メートル以上のダムの建

設の仕事 

③ 最大支間 500 メートル（つり橋にあつ

ては、1000メートル）以上の橋梁(りょ

う)の建設の仕事（＊最大支間とは橋梁

の支点と支点の間隔のうち、最大のも

のをいう（昭和 55・11・25基発第 648

号）） 

【橋梁の各部分の長さ 41】 

 
④ 長さが 3000 メートル以上のずい道等

の建設の仕事 

⑤ 長さが 1000 メートル以上 3000 メート

ル未満のずい道等の建設の仕事で、深

さが 50 メートル以上のたて坑（通路と

して使用されるものに限る。）の掘削を

伴うもの 

⑥ ゲージ圧力が 0．3メガパスカル以上の

圧気工法による作業を行う仕事【圧気

工法とは、構造物の基礎や地下トンネ

ルなどで，湧水を防ぐため，高い空気圧

のもとで掘削作業を進める工法。基礎

の場合には，空気ケーソン，潜函，ニュ

ーマチックケーソン ，地下トンネルの

場合には，圧気シールド工法などと呼

ばれている。作業員が高い気圧のもと

で作業をするので，作業時間などに制

約があるが，直接地質を確かめながら

作業できるので，確実な工事が可能と

なる。近年は，大型基礎に空気ケーソン

を用い，各種の建設機械をケーソンの

中に持込み，機械化作業が行われるよ

うになった 42。 

【圧力工法 43】 

 

 

1.4.5 建設業又は土石採取業の事業の一

定の規模あるいは種類の仕事の計

画届（第 3項） 

1.4.5.1 第 3項の計画届の方法 

事業者が建設業又は土石採取業の事業の

一定の規模あるいは種類のもの（以下では

建設業等の仕事）を開始しようとするとき

は、工事開始 14日前までに、労働基準監督

署長に届け出なければならない（法第 88条

第 3項）。 

土石採石業とは、採石業や土砂採石業が

含まれるが、鉱山は経済産業省が所管する

ため、ここでの対象とならない。 

 

1.4.5.1.1 建設業の計画届 

建設業に属する事業の仕事について、本

条第 3 項の規定に基づく届出をする場合、
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安衛則第 91 条第 1項の規定を準用する（安

衛則第 91条第 2項）とされる。 

安衛則第 91 条第 1項は、「建設工事・土

石採取計画届」（様式 21号）による届出に

次の書類及び圧気工法による作業を行う仕

事に係る場合にあっては、圧気工法作業摘

要書（様式 21号の 2）を添えて厚生労働大

臣に提出しなければならない。 

① 仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣

との関係を示す図面 

② 建設等をしようとする建設物等の概要

を示す図面 

③ 工事用の機械、設備、建設物等の配置を

示す図面 

④ 工法の概要を示す書面又は図面 

⑤ 労働災害を防止するための方法及び設

備の概要を示す書面又は図面 

⑥ 工程表 

 

1.4.5.1.2 土石採取業の計画届 

土石採取業に属する事業の仕事について、

本条第 3 項の規定に基づく届出をしようと

する者は、様式第 21号による届書に次の書

類を添えて所轄労働基準監督署長に提出し

なければならない（安衛則第 92 条） 

① 作業を行う場所の周囲の状況及び四隣

との関係を示す図面 

② 機械、設備、建設物等の配置を示す図面 

③ 採取の方法を示す書面又は図面 

④ 労働災害を防止するための方法及び設

備の概要を示す書面又は図面 

 

1.4.5.2 第 3項の計画届の対象 

本条第 3 項の厚生労働省令で定める仕事

とは、以下のものをいう（安衛則第 90条）。 

① 高さ 31 メートルを超える建築物又は

工作物（橋梁を除く。）の建設、改造、

解体又は破壊（以下「建設等」という。）

の仕事（第 1号） 

② 最大支間 50 メートル以上の橋梁(りょ

う)の建設等の仕事（第 2号） 

③ 最大支間 30 メートル以上 50 メートル

未満の橋梁(りょう)の上部構造の建設

等の仕事（第 18条の 2の 2の場所にお

いて行われるものに限る。）（第 2 号の

2） 

④ ずい道等の建設等の仕事（ずい道等の

内部に労働者が立ち入らないものを除

く。）（第 3号） 

⑤ 掘削の高さ又は深さが 10 メートル以

上である地山（じやま、建設業では人為

的な盛り土などが行われていない、自

然のままの地盤をいう 44）の掘削（ずい

道等の掘削及び岩石の採取のための掘

削を除く。以下同じ。）の作業（掘削機

械を用いる作業で、掘削面の下方に労

働者が立ち入らないものを除く。）を行

う仕事（第 4号） 

⑥ 圧気工法による作業を行う仕事（第 5

号） 

⑦ 建築物、工作物又は船舶（鋼製の船舶に

限る。次号において同じ。）に吹き付け

られている石綿等（石綿等が使用され

ている仕上げ用塗り材を除く。）の除去、

封じ込め又は囲い込みの作業を行う仕

事（第 5号の 2） 

（令和 2年安衛則改正。「建築物」とは、
全ての建築物をいい、建築物に設ける
ガス若しくは電気の供給、給水、排水、
換気、暖房、 冷房、排煙又は汚物処理
の設備等の建築設備を含むものをいう。
「工作物」とは、「建築物」以外のもの
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であっ て、煙突、サイロ、鉄骨架構、
上下水道管等の地下埋設物、化学プラ
ント等、建築物内に設置されたボイラ
ー、 非常用発電設備、エレベーター、
エスカレータ－等又は製造若しくは発
電等に関連する反応槽、貯蔵設備、発 
電設備、焼却設備、煙突等及びこれらの
間を接続する配管等の設備等があるも
のをいう。なお、建築物内に 設置され
たエレベーターについては、かご等は
工作物であるが、昇降路の壁面は建築
物である。建築物等や船舶の解体等の
前には、当該建築物等や船舶に石綿含
有建材が使用されているか否かを調 
査する必要がある。この調査は、原則と
して書面による調査（書面調査）と現地
で目視により確認する調査 （現地での
目視調査）を行う必要がある。また、事
前調査で建材が石綿を含有するか否か
判断できない場合 は、建材の採取・分
析を行って石綿含有の有無を確認する
必要がある。45） 

⑧ 建築物、工作物又は船舶に張り付けら

れている石綿等が使用されている保温

材、耐火被覆材（耐火性能を有する被覆

材をいう。）等の除去、封じ込め又は囲

い込みの作業（石綿等の粉じんを著し

く発散するおそれのあるものに限る。）

を行う仕事（第 5号の 3） 

⑨ ダイオキシン類対策特別措置法施行令

別表第一第 5 号に掲げる廃棄物焼却炉

(火格子面積が 2 平方メートル以上又

は焼却能力が一時間当たり 200 キログ

ラム以上のものに限る。)を有する廃棄

物の焼却施設に設置された廃棄物焼却

炉、集じん機等の設備の解体等の仕事。

【火格子とは、ボイラーの焚口(たきぐ

ち)と火堰(ひぜき)の間にあって、燃焼

する固体燃料を支えるもので 46、火格

子面積とは燃焼室内の面積をいう。】

（第 5号の 4） 

⑩ 掘削の高さ又は深さが 10 メートル以

上の土石の採取のための掘削の作業を

行う仕事（第 6号） 

⑪ 坑内掘り（坑道を開削して地下の鉱体

や炭層を採掘する採掘方式。露天掘り

に対する用語 47。）による土石の採取の

ための掘削の作業を行う仕事（第 7号） 

 

1.4.6 参画人が参画する工事等（第 4 項） 

安衛法第 88 条の届出の対象となる工事

のうち、以下のものは、厚生労働省が定める

一定の資格を有する者（参画人）がその計画

の作成に参画していなければならない（同

条第 4 項）。第 1 項のみならず、第 2 項又

は第 3項の届出においても同様である。 

参画人の資格は、安衛則別表第 9 の上欄

に掲げる工事又は仕事の区分に応じて同表

の下欄に掲げるものとする（安衛則第 92条

の 3。1.4.1.4参照）。 

 

1.4.7 数次の請負による工事の場合の特

例（第 5項） 

第 3 項の届出に関して、建設工事が数次

の請負契約によって行われる場合において、

当該工事を自ら行う発注者（最先次で他者

に仕事を請け負わせている注文者であって、

丸投げせず、自らも仕事を行う者。（特定）

元方事業者には、発注者の下にある元請も

含まれる点で異なる）がいるときは当該発

注者以外の事業者、当該仕事を自ら行う発

注者がいないときは元請負人以外の事業者
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については、適用しない。つまり、数次の請

負契約によって工事が行われる場合、下請

の事業者は届出義務を負わない（本条第 5

項）。 

この場合、元請負人が共同企業体（JV）の

場合は、事前に「共同企業体代表者届」を所

轄の労働基準監督署長を経由して都道府県

労働局長に提出した場合、当該代表者であ

る企業を安衛法で定める事業者とみなして

同法を適用するため（法第 5 条）、計画の

届出も代表者である企業に対してのみ義務

が生ずる 48。 

 

1.4.8 計画届免除認定制度 

安衛法第 28条の 2第 1項に規定する措置

その他の厚生労働省令で定める措置を講じ

ているものとして、厚生労働省令で定める

ところにより労働基準監督署長が認定した

事業者について、本条第 1 項及び第 2 項に

基づく計画の届出義務が免除される（安衛

法第 88条第 1項ただし書き（第 2項で準用

する場合を含む））。 

平成 18 年施行の改正安衛法において設

けられた制度である。 

 

1.4.8.1 免除申請できる事業者 

事業者が、以下の①から③までのすべて

の要件を満たす場合、計画の届出等の免除

申請ができる。 

① 法第 28条の 2第 1項の危険性又は有害

性の調査を含む法第 24条の 2の指針に

従った自主的活動（労働安全衛生マネジ

メントシステム）が行われていること

（安衛則第 87条第 1項及び第 2項） 

② 安衛則第 87条の 3に定める欠格条項に

該当しないこと 

③ 安衛則第 87条の 4に定める認定基準に

該当すること 

である。 

欠格事項とは、以下の場合をいう。①法又

は法に基づく命令の規定(認定を受けよう

とする事業場に係るものに限る。)に違反し

て、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終

わり、又は執行を受けることがなくなつた

日から起算して 2 年を経過しない者、②認

定を受けようとする事業場について第 87

条の 9 の規定により認定を取り消され、そ

の取消しの日から起算して 2 年を経過しな

い者、③法人で、その業務を行う役員のうち

に前 2 号のいずれかに該当する者があるも

のは、認定を受けることができない（安衛則

第 87条の 3）。 

労働安全衛生マネジメントシステムとは、

事業場における安全衛生水準の向上を図る

ことを目的として、トップの方針のもと、実

施したリスクアセスメントの結果に基づき、

事業者が目標の設定、計画の作成、実施、評

価及び改善の一連の過程（PDCA）を定めて行

う自主的な安全衛生活動の仕組みである 49。

厚生労働省は「労働安全衛生マネジメント

システムに関する指針」（令和元年 7 月 1

日基発 0701 第 3 号）を公表している 50。 

 

1.4.8.2 免除認定の申請 

認定は、通常は事業場単位で、所轄労働基

準監督署長が行う（安衛則第 87 条の 2）。

ただし、建設業に属する事業の仕事を行う

事業者については、当該仕事の請負契約を

締結している事業場ごと（＊場所単位では

なく、契約単位ということ）に認定を行う

（安衛則第 88条）。認定の単位については、

下記の図を参照されたい 51。 
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免除認定の申請を行おうとする事業者は、

計画届免除認定申請書（様式第 20 号の 2）

に次の①から④までの書面を添えて、所轄

労働基準監督署長に提出しなければならな

い（安衛則第 87 条の 5第 1項）。 

① 安衛則第 87 条の 3各号（欠格事項）に

該当しないことを説明した書面 

② 安衛則第 87条の措置（リスクアセスメ

ントを含む労働安全衛生マネジメント

システム）の実施状況について、申請の

日 3 カ月以内に一定の要件を備えた 2

人以上の労働安全コンサルタント又は

労働衛生コンサルタント等による評価

を受けたことを証する書面及び評価結

果の概要を記載した書面 

③ 前記②の評価について、一定の要件を

備えた 2 人以上の労働安全コンサルタ

ント又は労働衛生コンサルタント等に

よる監査を受けたことを証する書面 

④ 前記②③の要件に該当することを証す

る書面 

 

1.4.8.3 認定基準 

所轄労働基準監督署長は、認定を受けよ

うとする事業場が次に掲げる要件のすべて

に適合しているときは、認定を行わなけれ

ばならない。 

① 安衛則第 87条の措置（リスクアセスメ

ントを含む労働安全衛生マネジメント

システム）を適切に実施していること 

② 労働災害の発生率が、当該事業場の属

する業種における平均的な労働災害の

発生率を下回っていると認められるこ

と 52 

③ 申請の日前 1 年間に労働者が死亡する

労働災害その他の重大な労働災害 53が

発生していないこと 

が要件となっている（安衛則第 87条の 4）。 

なお、厚生労働省は、さらに詳しい認定基

準を、「労働安全衛生法第 88条に基づく計

画届の免除認定制度の運用について」（(平

成 18年 3月 10日)(基安発第 0310001号)に

定めている。 

 

1.4.8.4 認定の有効期間、措置の停止、取消

し等 

事業者は 3 年ごとに更新をうけなければ、

受けた認定は失効する（安衛則第 87条の 6

第 1項）。 

認定を受けた事業者は、認定を受けた事

業場ごとに、1年以内ごとに 1回、実施状況

等報告書に安衛則第 87 条の措置の実施状
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況について行った監査の結果を記録した書

面を添えて、所轄労働基準監督署長に報告

しなければならない（安衛則第 87条の 7）。 

認定を受けた事業者が、認定を受けた事

業場において安衛則第 87 条の措置を行わ

なかったときは、その旨を速やかに所轄労

働基準監督署長に報告するとともに、認定

証を返納しなければならない（安衛則第 87

条の 8）。 

欠格事項に該当するに至ったとき、認定

基準に適合しなくなったと認められるとき、

実施状況等報告書を提出せず、若しくは虚

偽の記載をして提出したとき、又は不正の

手段により認定若しくはその更新を受けた

ことが明らかになったときは、認定は取り

消される（安衛則第 87条の 9）。 

 

1.4.9 差止め又は変更命令（第 6項） 

厚生労働大臣又は労働基準監督署長は、

届け出られた計画を審査した結果、その計

画による建設物、機械等の設置、移転、変更

又は仕事の開始についての内容が労働安全

衛生法令に違反すると認めた場合、工事若

しくは仕事の開始の差止め、又は計画変更

を届出者に対して命令することができる

（本条第 6項）。 

ただし、工事又は仕事の開始の差止め命

令は、労働者の安全と健康を確保するため

のものであるから、計画が変更され安全衛

生上危険有害でないことが期待される場合

は、計画の変更が命じられることになる。 

工事着手差止・計画変更命令は、工事着手

差止・計画変更命令書の交付により行われ

ている。 

また、命令を行わない場合であっても、計

画の届出の内容に問題があるときは、工事

計画変更勧告書又は工事計画変更指導書に

より計画の改善を行うよう行政指導がなさ

れることがある。 

 

1.4.9.1 計画の届出に係る審査 

1.4.9.2 本条の工事差止・計画変更命令に

関する実際の運用 

実際の運用においては、迅速な処理のた

め、窓口担当者が届出の受理と同時に内容

の審査を行い、その場で任意の用紙に指導

事項を記入して計画の改善（修正、変更）を

求め、工事着手までに、改善したとの報告を

徴し、上記の正式な様式による命令、勧告、

指導は行わず審査を終了することも多いよ

うである。 

安衛法第 88 条第 6 項及び労基法第 96 条

の 2 第 2 項では、工事着手差止・計画変更

命令以外の権限について規定されていない

が、厚生労働省設置法等に基づく行政指導

は当然可能である。 

労働基準監督年報によると年間の工事着

手差止・計画変更命令件数が 100～200件と

なっているが、これも本当は工事着手差止・

計画変更命令の対象となりうる計画届はも

っと多いと思われるが、上述の通り簡易的

な指導で解決している例が多いことから命

令がなされていないと思われる。 

勧告・指導の内容は、計画届の対象となる

機械や作業そのものに絞られるわけではな

く、例えば石綿等の除去に係る建設工事計

画届において、石綿等の除去のために薬剤

を使用する時は、当該薬剤の SDS を確認し

て防毒マスクの使用等を指導することがあ

るとされる 54。 
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1.4.10 発注者に対する勧告又は要請 

厚生労働大臣又は労働基準監督署長は、

本条第 6 項の規定に基づき差止め命令又は

変更命令をした場合で、必要があると認め

るときは、当該命令に係る工事の発注者等

に対して、今後、安衛法上問題となるような

発注条件を付さないよう留意すること等、

労働災害防止に関する事項について必要な

勧告又は要請を行うことができる（本条第 7

項）。 

本条第 1 項から第 4 項は、計画の届出等

の措置を事業者に義務付けているが、第 7

項は、行政が事業者ではない発注者に対し

ても一定の勧告又は要請を行うことができ

ることを規定している。 

安衛法は、数次の請負により事業が行わ

れる場合などに、労働契約の相手方たる事

業者以外の者（発注者、派遣先など）を義務

主体に加えている。これは、特定の事案に関

し、最適な義務主体は誰かということと、そ

れに負わせるべき義務内容として何が求め

られるかという二つの側面から、安全衛生

上の実効性を確保することを目的としてい

る 55。同種の考え方は、イギリスの法制度で

もみられ、安全衛生では、リスクを創出した

者や、情報を得て情報を管理する者が管理

責任を負うという考え方がとられている 56。 

安衛法第 3 条第 3 項は、建設工事の注文

者等仕事を他人に請け負わせる者に対して、

施行方法、工期等について、安全で衛生的な

作業の遂行をそこなうおそれのある条件を

附さないよう配慮しなければならないと規

定している。これは建設工事では、発注者が

工期、設計条件等を示し、この発注条件に基

づいて事業者が工事を施工することになる

ので、これらの設計条件が施工方法に大き

な影響を及ぼし、不適切な発注条件が付さ

れた場合、施工時の安全衛生の確保に困難

が生ずることになるからである。 

しかし、現実には、無理な工期が設けられ

ているなど安全衛生上問題がある設計条件

の発注がなされている例がある。数次の請

負がなされている場合、労災事故の防止を

徹底させるためには、発注者においても工

事が安全に行われるよう配慮しなければば

らない。 

法第 3 条第 3 項は、発注者に対し一般的

に配慮を求めるものであるが、本条第 7 項

は、本条第 6 項に定める差止め命令又は変

更命令を行うなど具体的な危険が認められ

る場合、行政は、当該命令にかかる工事の発

注者に対しても安衛法上問題となるような

発注条件を附さないよう必要な勧告又は要

請を行うことにより、具体的な配慮を求め

るものといえよう。 

具体的な配慮の内容としては、例えば、発

注者に対して、今後、安衛法上問題となるよ

うな発注条件を付さないよう留意すること、

事業者の改善措置が迅速に講じられるよう

配慮すること等を勧告又は要請することに

なる。なお、これらの勧告は、発注者その他

の注文者が安衛法違反となる事項を発注条

件として付していることを理由として行わ

れるものであるから、設計図書において安

衛法違反となる事項が明示されている場合

等に行われることになる 57。 

昭和 63 年 9 月 16 日基発第 601 号の 1 で

は、発注者等に対する勧告又は要請(第 88

条第 8項（現行では第 7項）及び第 98条第

4 項)について次のとおり通達されている。

すなわち、 
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① 第 88条第 8項（現行第 7項）又は第 98

条第 4項に基づく勧告又は要請は、当該

仕事の発注者(第 98 条第 4 項の場合に

あつては、注文者)が労働安全衛生法違

反を惹起させる条件を付していること

を理由に行うこととしているものであ

り、したがつて設計図面において同法違

反となる事項が明示されている場合等

に行うものであること。 

② 第 88条第 8項の「労働災害の防止に関

する事項」及び第 98条第 4項の「労働

災害を防止するため必要な事項」には、

命令に基づく事業者の改善措置が迅速

に講ぜられるよう配慮すること、今後、

労働安全衛生法違反を惹起させる条件

を付さないよう留意すること等がある

こと。 

 

1.4.11 本条違反の場合の罰則 

事業者が、本条第 1 項から第 4 項までの

規定に違反して計画の届出をしない場合又

は第 5 項の規定に違反し有資格者を参画さ

せない場合には、50万円以下の罰金に処せ

られる（安衛法第 120 条第 1号）。 

事業者が第 6 項の規定に違反して、労働

基準監督署長の命令に従わない場合には、6

カ月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に

処せられる（法第 119 条第 2号）。 

計画届の提出期限に遅れた場合は、その

計画届の内容を審査する期間がないため、

法令に従って、労働基準監督署長はその受

理を拒むことになる。 

ただし、運用の実態としては、届出期限に

遅れた場合、労働基準監督署長から、「遅延

理由書」の提出を求められ、その添付を条件

に、提出期限に遅れた計画届を受理すると

いうこともある 58。 

本条違反の送検事例を紹介する、紹介例

は、労基署から足場設置届の提出などにつ

いて、2度にわたって是正勧告を受けながら、

それを無視し、足場の設置届を行わないま

ま建築工事をしていた建設会社 A 社とその

現場責任者が書類送検された事例である。 

労基署が A社の施工する鉄筋 10階建てマ

ンションの工事現場を臨検したところ、高

さ 30 メートルを超える建物であるにもか

かわらず、安衛法第 88条第 4項（現在の第

3項）に規定された建築工事計画届及び同第

2項（現第 1項）に規定された足場の設置届

を提出していなかったことから、現場代理

人 X を出頭させ、猶予期間を定めた是正勧

告書を交付した。ところが、その後、労基署

が、A社施工の別のビル建築現場を確認・監

督したところ、やはり足場の設置届を提出

していない違反が再び発見された。そこで、

労基署が、同現場の現場代理人 Y を出頭さ

せ是正勧告書を再度交付した。 

労基署はその後も是正勧告書を交付した

二つの現場について調査を継続していたが、

いずれの足場設置届も提出されていなかっ

た。そこで、労基署は違反を繰り返す悪質店

主として、A社と現場代理人 X及び Yの 3者

を安衛法第 88条第 2項違反の疑いで送検さ

れた 59。 

次に、行政監督と刑事責任の関係につい

て述べる。本条の第 1 項から第 3 項までは

計画等の届出を「事業者」に課している。す

なわち、届出義務を負っているのは「事業

者」である。この義務の履行にあたっては、

事業者本人が履行する場合もあるが、義務

の履行を受任者に委任して行うこともでき、
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あるいは従業員を履行補助者として用いる

こともできる。行政上の責任という観点か

らみれば、事業者がいかなる履行方法をと

ろうと、結果として届出がなされなければ、

行政上の義務違反が生じる。 

ところが、刑事責任は、法律に違反する行

為をしたことについての責任を問うもので

あって、届出がなされなかったという結果

が発生したことに対する責任を問うもので

はない。刑事法上は、結果において届出がな

されなかった場合、誰の行為によってその

結果が発生したかということを問題にする

のであって、事業者が自ら届出をしなかっ

たのか、補助者や受任者が届出をしなかっ

たということを区別しなければならない。

そのうえで、補助者や受任者が届出を行わ

なかった場合には、意図的に届出を行わな

かったどうかが検討される 60。 

例えば、建設業に属する事業の仕事では

事前にその計画を労働基準監督署長に届け

出なければならないが（第 3 項）、届出が

なされなかった状況としては、①事業者に

届け出る意思がなく、届け出なかった、②事

業者に届出の意思があり、受任者に届け出

ることを委任したが、受任者が故意又は過

失によって届け出なかった、③事業者に届

け出る意思があり、書類を作成して補助者

（従業員）に書類を提出するよう指示した

が、補助者が故意又は過失によって届け出

なかった、という状況が想定できる。 

行政法規上はいずれの場合であっても事

業者の責任が発生する。しかし、刑事法上

は、上記①の場合は事業者が、上記②の場合

は受任者が、上記③の場合は補助者が違反

者となる。 

ところが、上記②、③の場合、受任者にも

補助者にも事業者という身分がないので、

違反行為者であってもその行為は構成要件

に該当しないため安衛法第 88条第 3項の規

定に違反することにならず、処罰されない。

さらに、この場合、事業者に届出がなされな

かったことを知りながら、それを容認して

放置していたという事情がなければ、事業

者も処罰できないことになる 61。 

これは法目的に反するものといわなけれ

ばならない。そこで、こうした場合には、安

衛法第 122 条のいわゆる両罰規定が重要な

役割を果たす。すなわち、両罰規定の意味

は、法人の代表者又は法人がもしくは代理

人、使用人その他の従業者が、その法人又は

人の業務に関して、第 116 条、第 117 条、

第 119 条又は第 120 条の違反行為をしたと

きは、「行為者を罰する」点にある。「行為

者を罰する」というのは、第 116 条以下の

各規定が引用している各本条の措置義務者

が特定の身分がある場合には、その規定違

反の犯罪は身分犯となり、身分のない者は

形式的には各規定に違反する行為を行って

も処罰されないが、この「行為者を罰する」

という規定により、身分がない者が行った

各規定に違反する行為を犯罪とすることを

意味しているのである 62。 

この規定により、事業者ではない履行補

助者が処罰の対象とされることになるが、

さらに、事業者自体が処罰されるか否かに

かかわらず、行為者に加えて、法人もまた処

罰されることになる。 
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2 第 89条 

2.1 条文 

（（厚厚生生労労働働大大臣臣のの審審査査等等））  

第第 8899条条  厚厚生生労労働働大大臣臣はは、、前前条条第第 11項項

かからら第第 33項項ままででのの規規定定にによよるる届届出出（（次次

条条をを除除きき、、以以下下「「届届出出」」とといいうう。。））がが

ああつつたた計計画画ののううちち、、高高度度のの技技術術的的検検討討

をを要要すするるももののににつついいてて審審査査ををすするるここ

ととががででききるる。。  

２２  厚厚生生労労働働大大臣臣はは、、前前項項のの審審査査をを行行なな

ううにに当当たたつつててはは、、厚厚生生労労働働省省令令でで定定めめ

るるととこころろにによよりり、、学学識識経経験験者者のの意意見見をを

ききかかななけけれればばななららなないい。。  

３３  厚厚生生労労働働大大臣臣はは、、第第 11項項のの審審査査のの結結

果果必必要要ががああるるとと認認めめるるととききはは、、届届出出をを

ししたた事事業業者者にに対対しし、、労労働働災災害害のの防防止止にに

関関すするる事事項項ににつついいてて必必要要なな勧勧告告又又はは

要要請請ををすするるここととががででききるる。。  

４４  厚厚生生労労働働大大臣臣はは、、前前項項のの勧勧告告又又はは要要

請請ををすするるにに当当たたつつててはは、、ああららかかじじめめ、、

当当該該届届出出ををししたた事事業業者者のの意意見見ををききかか

ななけけれればばななららなないい。。  

５５  第第 22 項項のの規規定定にによよりり第第 11 項項のの計計画画

にに関関ししててそそのの意意見見をを求求めめらられれたた学学識識

経経験験者者はは、、当当該該計計画画にに関関ししてて知知りり得得たた

秘秘密密をを漏漏ららししててははななららなないい。。 

 

2.2 内容 

2.2.1 趣旨 

本条は、前条の規定により届けられた計

画のうち、高度の技術的検討を要するもの

について、厚生労働大臣が行う審査、それに

基づく勧告等について定めたものである。 

技術革新の進展により、大幅な機械化や

設備の大型化のほか、新原材料、新生産方法

の採用等が急テンポに進むため、危害防止

のための措置基準や構造基準等に常に検討

が加えられているとはいえ、各産業界の技

術水準に即応することが困難な場合がある。

前条の届出内容が法令の定める措置基準等

に違反する場合は、厚生労働大臣又は労働

基準監督署長が前条第 7 項に基づく命令を

することができることはもちろんであるが、

届出内容が法令に規定される技術水準を超

えているような場合でも基準がないからと

いって安全衛生確保の観点からは、これを

放置することはできない 63。 

 

2.2.2 審査の対象（第 1項） 

本条第 1 項において、厚生労働大臣が審

査を行うのは、前条の規定（第 88条第 1項

から第 3 項までの規定）による届出があっ

た計画のうち、「高度の技術的検討を要する

もの」である。具体的には、新規に開発され

た工法等を採用する建設工事計画、石油化

学工場等における新生産方式の採用による

設備増設計画等である 64。 

そして、これらの計画内容がこの法令又

はこれに基づく命令に違反する事実がなく

ても、届け出られた計画内容について、厚生

労働大臣は学識経験者の意見を聴いて安全

性を審査することができる 65。 

 

2.2.3 審査の方法（第 2項） 

厚生労働大臣は、この審査に際しては、安

衛則第 93条に従って、審査委員候補者名簿

に記載されている者のうちから、審査すべ

き内容に応じて、審査委員を指名し、指名し

た委員の意見をきかなければならない。 

審査を行うに当たって、審査対象となっ

た計画に関して意見を求められた学識経験
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者は、審査対象の計画に関して知り得た秘

密を漏らしてはならない（第 5項）。 

審査委員候補者名簿に記載される者は、

安全又は衛生について高度の専門的な知識

を有する者のうちから、厚生労働大臣が委

嘱して、その名簿を作成し、公表される（安

衛則第 94条）。 

審査委員は、トンネルや構造物、圧気工

法、爆発火災の専門家などからなる。大臣審

査の審査委員候補は十数人いるが、その中

から特定の工事について毎回 4～5 名が厚

労省安全衛生部長名で指名され、委員会が

組織される。審査委員はその場で対象とな

る工事について意見を求められ審査すると

いうプロセスとなる。 

委員会は届出がなされた都度行われ、委

員も交代で指名される。対象となる工事は

トンネル（ずい道）や圧気工法関係が多い。 

 

2.2.4 事業者への勧告又は要請（第 3 項） 

厚生労働大臣は、この審査の結果、労働災

害防止のため必要があると認めるときは、

その審査対象となった計画の届出をした事

業者に対し、必要な勧告又は要請をするこ

とができる。 

厚生労働大臣は、その勧告又は要請をす

るに当たっては、あらかじめ、届出を行った

事業者の意見をきかなければならない（第 4

項）。 

 

3 第 89条の 2 

3.1 条文 

（（都都道道府府県県労労働働局局長長のの審審査査等等））  

第第 8899 条条のの 22  都都道道府府県県労労働働局局長長はは、、第第 8888

条条第第 11 項項又又はは第第 33 項項のの規規定定にによよるる届届出出がが

ああつつたた計計画画ののううちち、、前前条条第第 11 項項のの高高度度のの

技技術術的的検検討討をを要要すするるももののにに準準ずずるるもものの

ととししてて当当該該計計画画にに係係るる建建設設物物若若ししくくはは

機機械械等等又又はは仕仕事事のの規規模模そそのの他他のの事事項項をを

勘勘案案ししてて厚厚生生労労働働省省令令でで定定めめるるももののにに

つついいてて審審査査ををすするるここととががででききるる。。たただだ

しし、、当当該該計計画画ののううちち、、当当該該審審査査とと同同等等のの

技技術術的的検検討討をを行行つつたたとと認認めめらられれるるもものの

ととししてて厚厚生生労労働働省省令令でで定定めめるるももののににつつ

いいててはは、、当当該該審審査査をを行行わわなないいももののととすす

るる。。  

２２  前前条条第第 22 項項かからら第第 55 項項ままででのの規規定定はは、、

前前項項のの審審査査ににつついいてて準準用用すするる。。 

 

3.2 内容 

3.2.1 趣旨 

安衛法第 89 条の規定に基づいて厚生労

働大臣は特に大規模な工事等の計画を中心

に審査を行うこととされているが、厚生労

働大臣の審査の対象となっているものに準

ずるような工事等の計画についても、専門

的観点からの検討を行うことが労働災害防

止のために有効であることから、本条は厚

生労働大臣が審査を行う高度の技術的検討

を要する工事等の計画に準ずる工事等の計

画について、都道府県労働局長が審査を行

うことができるとした。 

本条は、厚生労働大臣が審査を行うこと

になっていない工事等の計画の中にも、地

質が極めて軟弱なところや有害ガスが発生

するところで行うもの、曲率の大きい曲線

けた（橋脚の上に架け渡して橋板を乗せる

ための曲線の材）（写真参照）の橋梁や土被

り（ずいどうの上端から地表面までの土砂

や岩盤の厚さ）（写真参照）が小さく断面の

おおきなずい道等、建設する物の構造が特

殊なもの等危険性の高いものがあり、この
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ような建設工事において、あらかじめ専門

的な観点からの検討が十分行われていなか

ったことによる災害がみられたことから、

平成 4 年の改正によって新設された規定で

ある 66。 

【曲線けた 67】 

 

【ずいどうの土被り 68】 

 

 

3.2.2 本条の対象となる計画 

都道府県労働局長は、第 88 条第 1項又は

第 3 項の規定による届出があった計画のう

ち、安衛法第 89条第 1項の高度の技術的検

討を要するものに準ずるものとして当該計

画に係る建設物若しくは機械等又は仕事の

規模その他の事項を勘案して厚生労働省令

で定めるものについて審査をすることがで

きる。 

ただし、当該計画のうち、当該審査と同等

の技術的検討を行つたと認められるものと

して厚生労働省令で定めるものについては、

当該審査を行わないものとする（本条第 1

項ただし書き）。 

安衛法第 89条第 2項から第 5項までの規

定は、この審査について準用する（本条第 2

項）。 

 

3.2.3 計画届の対象となる仕事 

法第 89条の 2第 1項の厚生労働省令で定

める計画は、次の仕事を対象とする（安衛則

第 94条の 2）。 

① 高さが 100 メートル以上の建築物の建

設の仕事であつて、次のいずれかに該

当するもの 

イ 埋設物その他地下に存する工作物

（第 2 編第 6 章第 1 節及び第 634 条

の 2 において「埋設物等」という。）

がふくそう（輻輳：1カ所に複数のも

のが集中して混在する状況）する場

所に近接する場所で行われるもの 

ロ 当該建築物の形状が円筒形である

等特異であるもの 

② 堤高が 100 メートル以上のダムの建設

の仕事であつて、車両系建設機械（安衛

令別表第 7 に掲げる建設機械で、動力

を用い、かつ、不特定の場所に自走でき

るものをいう。以下同じ。）の転倒、転

落等のおそれのある傾斜地において当

該車両系建設機械を用いて作業が行わ

れるもの。 

【車両系建設機械 69）。 
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③ 最大支間 300 メートル以上の橋梁(り

ょう)の建設の仕事であつて、次のいず

れかに該当するもの 

イ 当該橋梁(りょう)のけた（橋脚と

橋脚の間を結び、上の重さを支える

もの）が曲線けたであるもの（注 63

参照） 

ロ 当該橋梁(りょう)のけた下高さが

30メートル以上のもの 

④ 長さが 1000 メートル以上のずい道等

の建設の仕事であって、落盤、出水、ガ

ス爆発等による労働者の危険が生ずる

おそれがあると認められるもの 

⑤ 掘削する土の量が 20 万立方メートル

を超える掘削の作業を行う仕事であっ

て、次のいずれかに該当するもの 

イ 当該作業が地質が軟弱である場所

において行われるもの 

ロ 当該作業が狭あいな場所において

車両系建設機械を用いて行われるも

の 

⑥ ゲージ圧力が 0.2 メガパスカル以上の

圧気工法による作業を行う仕事であっ

て、次のいずれかに該当するもの 

イ 当該作業が地質が軟弱である場所

において行われるもの 

ロ 当該作業を行う場所に近接する場

所で当該作業と同時期に掘削の作業

が行われるもの 

 

3.2.4 審査の方法 

都道府県労働局長の審査の方法は、前条の

規定に基づく厚生労働大臣の審査と同様であ

る。すなわち、都道府県労働局長は、この審

査に際しては、安衛則第 93条に従って、審

査委員候補者名簿に記載されている者のう

ちから、審査すべき内容に応じて、審査委員

を指名し、指名した委員の意見をきかなけ

ればならない。 

都道府県労働局長は、審査委員の学識経

験者から意見を聴いて審査を行った上で、

労働災害防止のために必要があると認めた

場合、当該事業者に対して勧告、要請を行う

ことができる。 

 

 

4 第 90条 

4.1 条文 

（（労労働働基基準準監監督督署署長長及及びび労労働働基基準準監監督督

官官））  

第第 9900 条条  労労働働基基準準監監督督署署長長及及びび労労働働基基準準

監監督督官官はは、、厚厚生生労労働働省省令令でで定定めめるるととこころろ

にによよりり、、ここのの法法律律のの施施行行にに関関すするる事事務務をを

つつかかささどどるる。。 

  

4.2 趣旨 

本条は、本法の施行事務は労働基準監督

署長および労働基準監督官がつかさどるこ

とを定めたものである。本法のほか、労基

法、じん肺法、作業環境測定法、最低賃金法、

家内労働法、炭鉱災害による一酸化炭素中

毒症に関する特別措置法等により、それら
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の法律の施行に関する事務をつかさどって

いる（労基法第 100 条第 4 項、じん肺法第

41 条、作業環境法第 38 条、最低賃金法第

38条、家内労働法第 29条、炭鉱災害による

一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第 12

条）。 

実際の本法施行に係わるすべての監督業

務は、地方公共団体の非現業部門等を除き、

労基法上の監督機関すなわち、厚生労働省

労働基準局、都道府県労働局、労働局管内労

働基準監督署（労基法第 97 条第 1 項)を通

して行われることになる。なお、都道府県労

働局、労働基準監督署は、厚生労働大臣の直

接の管理に属することが規定されている

(同法第 97条第 3項)。このような中央直轄

型の指揮命令系統が確立した一元的組織に

おいて、労働基準監督署長及び労働基準監

督官は労働基準行政の先端に位置づけられ

ている。 

 

4.3 沿革 

わが国の監督制度の発祥を丹念に紐解け

ば、1892（明治 25）年 6月に鉱業条例の施

行に伴って設置された鉱山監督制度にまで

遡ることもできるが 70、一般的には、工場法

施行の前年である 1915（大正 4）年の 12月

に、農商務省商工局に工場課を新設し、工場

監督官 4 名、工場監督官補 5 名を置いたこ

とが出発であったとされている。翌年の

1916（大正 5 年）には、工場法の施行権限

を都道府県県知事（東京都は警視庁）に委任

し、地方分権的で、かつ、警察機関と結びつ

いた監督制度とし、警視庁および各府県の

警察部に工場監督官および工場監督官補

199 名を置き、合計 208 名の体制としてい

る。当時の工場監督官および同監督官補は

独立官職ではなく、一般職である警察官、事

務官または技官が補官職として兼任補職さ

れており、工場監督官としての身分保障は

なかった。 

1938（昭和 13）年に、国民の体力向上と

福祉の増進のために厚生省が設置されると、

工場法に関する事項は、同省労働局監督課

の所管となった。1949（昭和 16）年には、

従来の工場監督官・同監督官補、調停官・調

停官補の名称が労務監督官・労務監督官補

に改められ、戦時体制下となった 1942年に

は、重要事業場労務管理令（以下「管理令」

という）が発令され、中央地方とも労務監理

官という名称に統一された。 

なお、この管理令は、1941（昭和 16）年

2月24日に、国家総動員法第6条に基づき、

重要事業場における労務管理の指導、監督

のため定められたもので、「厚生大臣は国家

総動員法第 31 条の規定に基づき重要事業

場の労務管理の状況に関し事業主より報告

を徴し、又は当該官吏をして重要事業…臨

検し帳簿書類を検査」させることができる

旨を規定するなど（第 21条）、戦時色の強

い命令 71であった。 

戦後の 1947（昭和 22）年には、労働基準

法の制定とともに労働省が新設され、各監

督機関は労働省の直轄機関として一元化さ

れ、地方政治や警察行政から完全に分離す

ることとなった。また、労働基準監督官制度

も、1923 年の ILO 第 20 号勧告をモデルに

一定の独立権限と身分保障が付与され、工

場法時代と比べると飛躍的に前進した新し

い監督官制度となった 72。 
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4.4 労働基準監督署長の職務 

労働基準監督署長は、都道府県労働局長

の指揮監督を受けて、労基法に基づく臨検、

許可、認定、審査、仲裁その他労基法に関す

る事項を掌り、所属の官吏を指揮監督する

（労基法第 99条第 3項）。 

 

4.5 労働基準監督署の業務 73 

労働基準監督署の業務は、大きく分けて、

労災保険法以外の労働基準法、労働安全衛

生法、じん肺法、賃確法、家内労働法等を所

管する「監督畑」と、労災保険法、労働保険

徴収法等を所管する「労災畑」の二つに分け

らる。 

更に、「監督畑」を事業場の臨検（監督・

指導）・司法処分（捜査）を担当する「監督」

と、ボイラー、クレーン等の検査、計画届の

審査など労働安全衛生法の技術的な事項を

担当する「安全衛生」に分けている。 

官名として労働基準監督官、厚生労働技

官、厚生労働事務官の三官がある。 

なお、「監督」は労働基準監督官のみの業

務、「安全衛生」は技官が中心の業務、「労

災」は事務官が中心の業務となっている。た

だし、人員配置等の関係から「安全衛生」

「労災」に労働基準監督官が配属されるこ

とはある。 

 

4.5.1 監督 

「監督」というのは、労働基準監督官が労

働基準法、労働安全衛生法等の所管の法律

に基づく臨検、司法処分（送検）などの業務

を行うことをいう。「臨検」とは部内的には

「臨検監督」（又は単に「監督」）といって

いるが、工場や建築・土木現場、事務所など

へ立ち入り、機械や設備等の違反について

「使用停止命令」「変更命令」「立入禁止命

令」を行うほか、法違反事項については「是

正勧告書」の交付、法違反でない事項や是正

方法の指導に関しては「指導票」の交付を行

うのが中心である。 

 

4.5.2 安全衛生 

「安全衛生」は、技官又は労働基準監督官

が労働安全衛生法に基づく「検査」「安衛法

第 88 条の計画届の審査」「安全衛生指導」

などの業務を行うことをいう。具体的には、

労働局においてはボイラーやクレーン、エ

レベーターなどの製造許可や検査（溶接検

査、構造検査など）、監督署においてはボイ

ラーやクレーン、エレベーターなどの検査

（落成検査、使用再開検査など）、安衛法第

88条の計画届の審査、有機則などの適用除

外認定業務、安全衛生に関する一般的指導、

その他安衛法に基づく各種届出書類（労働

者死傷病報告、健康診断結果報告など）の取

りまとめなどの一般業務を行っている。 

 

4.5.3 労災 

「労災」は、事務官又は労働基準監督官が

「労働災害」についての業務上外の決定、支

給の業務を行うことをいう。具体的には、労

働者からの「休業補償給付請求」（労災保険

法に基づき労基署に請求する給付）、「休業

補償請求」（労働基準法に基づき使用者に請

求する補償）、「障害補償給付請求」「遺族

補償請求」などの請求について、業務上外の

決定、休業補償（平均賃金）の計算、障害等

級の決定、遺族補償の決定などの事務を行

っている。 
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4.6 「事務をつかさどる」の意味 

本条に定める労働基準監督官の「この法

律の施行に関する事務をつかさどる。」の意

味は、実際には、安衛法に基づく事業場への

臨検、関係者への尋問、製造許可等の事務、

ボイラー、クレーン等の検査、司法事件捜査

など安衛法に規定されているすべての業務

を行うことができる権限を有しているとい

うことである。つまりはオールマイティで

ある。 

ただし、ボイラー、クレーン等の検査につ

いては、経験が必要なため部内での一定の

研修を修了した者を充てることとしている

（検査は技官が中心で行うが、監督官が実

施することもある）。 

 

4.7 権限行使の制約 

労働基準監督官の権限行使において罰則

をもって強制することは、令状なくして侵

入、捜索、押収することになるため、憲法第

35 条の精神に反するとする説と憲法第 35

条はもっぱら司法上の強制捜査権を制限し

たものだから、労働者救済のために認めら

れた行政権の強制捜査権はこれに抵触しな

いとする説が対立する。 

こうした対立に関する税法上の強制捜査

権と憲法第 35 条について判断した以下の

川崎民商事件（最高裁大法判昭 47.11.27判

時 687号 17 頁）が参考になる。 

 

4.7.1 川崎民商事件の事実概要と判旨 

本件は、Yが税務署の過少申告疑いの税務

調査のための質問検査を拒んだため、旧所

得税法第 70 条第 10 号に違反するとして起

訴されたという事案である。1審、2審とも

Yを有罪としたため、Yは、①質問調査は刑

罰よって強制されているにもかかわらず裁

判所の令状を必要としておらず、強制的な

捜査・押収等には裁判所が発令する令状が

必要であるとする憲法第 35 条に違反する

などを理由として上告した。判決は、旧所得

税法第 63条の質問調査は、「もっぱら、所

得税の公平確実な賦課徴収のために必要な

資料を収集することを目的とする手続きで

あって、その性質上、刑事責任の追及を目的

とする手続きではない」、「刑罰を加えるこ

とによって間接的心理的に右検査の受忍を

強制しようとするものであ］るが、「その作

用する強制の度合いは、それが検査の相手

方の自由な意思を著しく拘束して、直接物

理的な強制と同視すべき程度の強制にまで

達しているものとは、未だ認めがたく、公益

上の目的を実現するには、「右の程度の強制

は、実効性の手段として確保の手段として、

あながち不均衡、不合理なものとはいえな

い」。「憲法第 35条第 1項の規定は、本来、

主として刑事責任追及の手続きにおける強

制について、それが司法権による事前の抑

制下に置かれるべきことを保障した趣旨で

あるが、当該手続きが刑事責任追及を目的

とするものではないとの理由のみで、その

手続きおける一切の強制が当然に右規定に

よる保障の枠外にあると判断することは相

当ではない。しかしながら、前に述べた点を

総合判断すれば、旧所得税法第 70 条第 10

号、63条に規定する検査は、あらかじめ裁

判官の発する令状によることをその一般的

要件としないからと言って、これを憲法第

35条の法意に反するものということはでき」

ないとした。 
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4.7.2 本判決から汲み取るべき示唆 

本判決からは、憲法第 35条の令状主義の

適用が行政手続きにも及ぶかという問題に

ついて、令状主義を一般的要件としなくて

も違憲ではないが、令状主義が行政手続き

に適用される場合であっても、その範囲は

狭く、また、制限的であるということが汲み

取れる 74。 

  

5 第 91条 

5.1 条文 

（労働基準監督官の権限）  

第第 9911 条条  労労働働基基準準監監督督官官はは、、ここのの法法律律をを

施施行行すするるたためめ必必要要ががああるるとと認認めめるるとときき

はは、、事事業業場場にに立立ちち入入りり、、関関係係者者にに質質問問しし、、

帳帳簿簿、、書書類類そそのの他他のの物物件件をを検検査査しし、、若若しし

くくはは作作業業環環境境測測定定をを行行いい、、又又はは検検査査にに必必

要要なな限限度度ににおおいいてて無無償償でで製製品品、、原原材材料料若若

ししくくはは器器具具をを収収去去すするるここととががででききるる。。  

２２  医医師師ででああるる労労働働基基準準監監督督官官はは、、第第 6688 条条

のの疾疾病病ににかかかかっったた疑疑いいののああるる労労働働者者のの

検検診診をを行行ななううここととががででききるる。。  

３３  前前 22 項項のの場場合合ににおおいいてて、、労労働働基基準準監監督督

官官はは、、そそのの身身分分をを示示すす証証票票をを携携帯帯しし、、関関

係係者者にに提提示示ししななけけれればばななららなないい。。  

４４  第第 11 項項のの規規定定にによよるる立立入入検検査査のの権権限限

はは、、犯犯罪罪捜捜査査ののたためめにに認認めめらられれたたももののとと

解解釈釈ししててははななららなないい。。  

 

5.2 趣旨 

本条第 1 項は、本条の実効性確保のため

に、労働基準監督官に、事業場への立入り、

関係者の質問、帳簿、書類その他の物件の検

査、若しくは作業環境測定を行い、又は、検

査に必要な限度において無償で製品、原材

料若しくは器具を収去することを行政上の

権限行使として規定したものである。 

同第 2 項では、医師である労働基準監督

官は、伝染性の疾病その他の疾病（安衛法第

68条）の疑いのある労働者を対象として検

診を行うことができることを規定している。

ただし、かつては医師が労働基準監督官に

任命された例もあったが、近年では本省を

除いてないようである 75。 

同第 3 項は、労働基準監督官が第 1 項、

第 2 項の規定に定められた権限を行使する

場合に、労基法（第 108 条）で、ILO 第 81

条約（第 2 号）と同様に、労働基準監督官

証票（労基法施行規則様式第 18号）を携行

して関係者に提示し、身分を示すことを要

求している。同第 4 項では、第 1 項で規定

する労働基準監督官の立入検査の権限の目

的が安衛法を施行するために必要な行政上

の権限の行使であり、犯罪捜査等刑事責任

追及ではないことを確認している。 

 

5.3 権限 

5.3.1 労基法上の労働基準監督官の権限 76 

労働基準法における労働基準監督官の権

限は、安衛法と同様臨検（監督、指導、使用

停止等命令（寄宿舎関係））、関係者への尋

問、司法事件捜査などなどすべての業務を

行うことができる権限を有している。 

なお、法制度的には、労基法第 99条第 1

項で労働基準主管局長、同第 2 項で都道府

県労働局長が「この法律の施行に関する事

項をつかさど」ることとし、第 4 項で「所

属の労働基準監督官をして行わせることが

できる」と権限を委任できることとしてお

り、第 101条第 1項で労働基準監督官は「臨

検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用
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者若しくは労働者に対して尋問を行うこと

ができる」としている。 

労基法第 99条条第 3項の労働基準監督署

長の「臨検、尋問、許可、認定、審査、仲裁」

のうち「許可、認定、審査、仲裁」は行政官

庁としての労働基準監督署長の職務であっ

て、労働基準監督官の権限ではなく、「臨検、

尋問」の権限は、両者が共有していることに

なる（許可と認定は署長の権限なので、労基

法第 99条第 3項により署長の指揮監督によ

り業務を行っているという解釈である。） 

労働基準監督官の業務としては、「定期監

督」といって各署の年間の監督計画に基づ

き主体的に工場や建設現場などに対して臨

検監督等を実施するもの、労働者からの申

告に基づいて臨検監督等を行い法違反があ

った場合に是正を求める「申告監督」（基本

給及び割増賃金の不払い（違反事例として

は基本給不払いのほうが多いようである）、

解雇予告手当の支払いの指導などが多い）、

労働者死傷病報告や労災保険の請求書（療

養補償給付や休業補償給付請求など）の情

報、事業場や消防署等からの通報に基づい

て労災事故の原因調査と再発防止のための

是正勧告や指導をする「災害時監督」及び

「災害調査」のほか、定期監督、申告監督、

災害時監督時の是正勧告や使用停止命令等

に対する是正状況を確認する「再監督」があ

る。 

また、家内労働法に基づいて委託者に臨

検し、家内労働手帳の交付の確認、最低工賃

の確認などの業務も行っている。これらを

総合して「臨検」（臨検監督）と総称してい

る。 

「災害調査」は死亡事故や重大な災害の

場合に実施するもので、安全衛生に係る調

査だが、法違反があると捜査に移行するこ

とがあるため、労働基準監督官が実施する

ことが多い（ただし、技官が同行する場合も

多い）。 

また、就業規則や 36協定等各種届出の受

理、解雇予告除外認定申請の対応、宿・日直

許可申請の対応、監視断続勤務適用除外申

請の対応、児童使用許可、最低賃金減額特例

許可、賃確法に基づく倒産の認定、未払い賃

金額の確認などの業務もある。 

長時間労働、賃金不払いなどで事案が悪

質とされた場合や災害調査で重大な法違反

があった場合又は告訴・告発があったとき

は、労基法違反、安衛法違反、最賃法違反な

どで司法事件として捜査のうえ事件を検察

庁に送ることになる。 

 

5.3.2 本条における権限 

労働基準監督官は、この法律を施行する

ため必要があると認めるときは、事業場に

立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その

他の物件を検査し、若しくは作業環境測定

を行い、又は検査に必要な限度において無

償で製品、原材料若しくは器具を収去する

ことができる。 

労働基準監督官は、この法律の施行する

ために必要と判断した場合、努力義務・訓示

規定に基づき行政指導を行うことができる

が、行政処分、司法処分を行う場合は、本法

の定める義務に違反する場合にのみなしえ

るとされる。 

 

5.3.3 臨検監督等 

臨検監督とは、行政機関の職員が、行政法

規の実施を監督するために、事務所、倉庫、

工場などに立ち入り、関係者に質問し、帳
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簿、書類の検査を行うことである。その目的

は、法違反の発見とその是正にある。 

臨検監督には、定期監督、災害時監督、申

告監督そして再監督がある 77。臨検監督の

流れについては、図 4「臨検監督の流れ」を

参照されたい。 

臨検監督で何をみるかは、その種類によ

って異なるが、定期監督においては、労働局

（労働基準監督署）がその年度の監督実施

計画を定め、法令の全般について、対象とな

る事業場の法令の実施状況を審査する。 

安全衛生については、安全衛生法・規則の

全般について審査するが、具体例について

は、「臨検監督（安全衛生）例」を参照され

たい。 

安衛法の監督行政実務は、事後送検が殆

どで、事前送検（災害が生じる前に、法違反

のみを理由に送検すること）は例外である

こと、つまり、法違反を理由にいきなり厳罰

をもって臨むことは殆どないこと、また、立

入検査等も、事業場側の帳簿の準備等のた

め、事前に通告してから行われる場合もあ

るし、いきなり強制的に行うのではなく、ま

ずは任意での立入を求め、拒否された場合

に、改めて必要に応じて強制的な措置が講

じられる場合が多い 78。 

 

5.4 是正勧告、指導票等 

5.4.1 是正勧告書 

労働基準監督官が事業場に対して臨検監

督等を行った際に、労働法令違反があると

認めたとき、その違反事項と是正期日を記

した是正勧告書を交付する。事業主又は労

務担当者等は是正勧告書を受け取ったとき、

是正勧告書に受領年月日を記入し、記名押

印する。是正勧告書については、図 5「是正

勧告書（見本）」を参照されたい。 

是正勧告書に記載された違反事項は、指

定された是正期日までに是正しなければな

らない。是正した場合、そのことを報告しな

ければならない（是正報告の徴収）。 

是正勧告・是正報告の徴収は行政処分で

はなく、行政指導にあたり、その法的性格は

労基法第 104 条の 2 又は安衛法第 100 条第

3項に基づく行政処分にあたらない 79。是正

勧告に従った改善は、あくまでも使用者の

任意の協力によってなされるものである。

したがって、監督指導により是正勧告を行

った事案について是正報告をしないこと又

は虚偽の是正報告をしたことをもって労基

法第 120 条第 5 号又は安衛法第 120 条第 5

号にもとづき送検手続きをとることができ

ない。しかし、違反状態を放置している場

合、労働基準監督官らは、労基法第 104 条

の 2 又は安衛法第 100 条第 3 項に基づく行

政処分として報告を求めることができる。

ただし、その際には、同条を根拠にしている

ことを明示するとともに、行政不服審査法

第 57 条及び行政事件訴訟法第 46 条に基づ

き不服申立て等に関する教示を付さねばな

らない（「監督指導業務の運営にあたって留

意すべき事項について」（平 19.2.14 基発

0214001 号）。 

この場合、使用者が是正報告をしない場

合、労基法第 120条第 5号又は安衛法第 120

条第 5 号に基づき送検手続きをとることが

できる。 

また、是正報告に際して使用者ないし事

業者が虚偽の陳述をした場合には、労基法

第120条第4号又は安衛法第120条第4号、

虚偽の記載をした帳簿書類を提出した場合
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には労基法第 120 条第 4 号に基づき送検手

続をとることができると考えられる。 

 

5.4.2 指導票 

安衛法等に違反するものではないが、改

善を図らせる必要のある事項（例えばガイ

ドラインに従っていない場合など）、労働法

令違反と断定しがたいが改善すべき事項は、

指導票に記載して使用者に交付し、改善を

求める（原則として、文書での改善報告を求

める）。また、是正勧告書等で通知した法違

反の是正のための補足説明を指導票に記載

することもある。 

労働基準監督官等は、指導票を使用者又

は労務担当者等に対し、指導票の所定欄に

受領年月日を記入し、署名することを求め

る。 

指導票の様式については、図 6「指導票（見

本）」を参照されたい。 

 

5.5 労働基準監督官の守秘義務 

労働基準監督官は、職務上知り得た秘密

を漏らしてはならない。これは在職中だけ

ではなく退官後にまでも課せられる義務で

ある（労基法第 105 条）。こうした労働基

準監督官の守秘義務規定は、令状なしでも

行使し得る労働基準監督官の行政権限から

得られる労使双方からの情報の要保護性を

担保するという目的がある。 

 

5.6 司法処分 

行政権限行使を契機として、犯罪が発覚

することがあり得るが、犯罪捜査を行う場

合は、司法警察員として権限を行使するた

め、刑事訴訟法で定められた手続きに従わ

なければならない。行政上の権限行使と司

法警察員としての権限行使は厳格に区別さ

れなければならない（第 4 項）。使用者の

私宅内への侵入や寄宿舎内の私宅に臨検す

る場合（社長宅にも任意であれば入ること

がある）にも、裁判官の令状が必要であると

の見解 80が有力である。 

どのような場合に司法処分にするかを判

断する基準（いわゆる「司法処理基準」）は

かつては存在したが、現在はその有無を含

め公開されていない 81。 

どのような場合に司法処分されるかは、

実際に送検された事件及び関係者からのヒ

ヤリング結果から窺うことになる。最近労

働基準監督署が公表した送検事例で労働安

全衛生に関係したもの参照すると、概ね、 

① 就業制限にかかる違反、使用停止命令を

繰り返すなど法違反が繰り返される事

案 

② 死亡事故などの人の生命・健康に重大な

危害を及ぼす重大な労災事故がある事

案、 

③ 長時間労働による労災がらみの請求が

繰り返されるなどの事案の性質が重大

でかつ悪質な事案 

などについて司法処分を行う傾向にあると

いえよう 82。これをみると、司法処分は、罰

則の適用要件を満たす事例のなかでも、違

反が繰り返されている事例や死亡事故など

の重大事案を主な対象としてなされている

と考えられる。とくに、「労災かくし」は重

大かつ悪質な事案となる。ここでいう「労災

かくし」とは、故意に労働者死傷病報告を労

基署に提出しないこと、虚偽の内容を記載

した労働者死傷病報告を労基署に提出する

ことなどの場合を指す（第 100 条を参照さ

れたい）。 
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5.7 犯罪捜査と行政監督 

5.7.1 犯罪捜査と行政監督の峻別 

労働基準監督官が実施する犯罪捜査は、

本条に定める権限に基づく事業場への立ち

入り、関係者の質問、帳簿等の書類その他の

物件を検査する行為と峻別しなければなら

ない。後者はあくまでも労働監督のために

認められた行政上の権限の行使であり、犯

罪捜査を目的とするものではないからであ

る。 

したがって、労働基準監督官が司法警察

員として本法違反の捜査を行う場合に、前

条の行政上の権限行使の場合と違い、裁判

官が発する令状がなければ、差押え、捜索又

は検証することができない 83。 

安衛法は、第 1 条の目的規定に明示され

ているように、職場における労働者の安全

衛生と健康確保するという行政上の目的か

ら一定の行為を禁止し又は作為を命じてい

ること、そしてその違反に対して、行政上の

処分（使用停止命令など）を課すことから行

政取締法規である。しかし、罰則規定を設け

たことにより、罰則規定の適用場面で刑罰

法規に変身するものである。そのため、本来

行政法規である安衛法は、刑罰法規の適用

場面では、罪刑法定主義に服して、厳格に解

釈されることになる。 

罪刑法定主義とは、どのような行為が犯

罪となるか、その犯罪に対してどのような

刑罰が科せられるかということを、あらか

じめ法律で明確にしていなければ、ある行

為を犯罪としたり、刑罰を科したりするこ

とは許されないという刑罰法規に関する原

理である 84。 

そのことから、刑罰法規として労働安全

衛生法の規定を解釈する場合、規定の文言

からその意味・内容を明らかにする文理解

釈や、規定の文言の意味を拡大して規定の

内容を明らかにする拡張解釈は認められる

が、規定の文言から類推して規定の内容を

明らかにする類推解釈は禁止されることに

なる。 

これに対して、行政法規は多少内容があ

いまいで拡張して解釈する余地があるほう

が、行政が円滑に遂行でき行政目的を達成

することができるという側面があり、行政

解釈も、行政目的の達成という合目的的な

解釈が認められるには当然であり、規定の

文言を足がかりにして類推して解釈するこ

とも、行政上の必要があれば、可能だと考え

られる 85。 

労災防止という立場から、行政により行

政法規の類推解釈、拡張解釈がなされる一

方で、刑罰法規の適用の場面では、罪刑法定

主義から解釈が制限され、適用範囲が縮小

するという現象が生じうる（行政監督と司

法処分の乖離）86。 

現場で監督行政を担う労働基準監督官は、

こうした乖離を認識して権限行使をする必

要がある。 

 もっとも、過去においては、刑罰法規であ

るにも関わらず、規定を柔軟に解釈した事

例もみられる。現行安衛法の制定前に、刑事
上、広義の安全衛生法上の「使用者」には元
請けやその現場監督主任者等も含まれるこ
とを示した（河村産業所事件（鍋田農協倉庫
倒壊事件）名古屋高判昭和 47 年 2 月 28 日
判例時報 666 号 94 頁（原審：名古屋地判昭
和 46 年 3 月 23 日注解労働安全衛生関係法
令解釈例規集。上告後、最 2小判昭和 48 年
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3 月 9 日注解労働安全衛生関係法令解釈例
規集で棄却された）。 
 

5.7.2 実際の運用・手続き 87 

通常、工場や建設現場、事務所などに行く

「臨検」（臨検監督）は、原則的にはすべて

「行政上の監督権限」として実施している。 

したがって、事業者の同意の下に臨検を

実施し、行政処分としての「使用停止等命

令」、行政指導としての「是正勧告書」「指

導票」の交付を行い、是正を求め、併せて報

告（是正報告書）を求める。「行政上の監督

権限」として臨検する場合は「労働基準監督

署です。」と名乗って臨検を行う。 

事業場に行く場合は、あらかじめ通知を

して赴く場合と、非通知で赴く場合がある

が、事案によってケースバイケースである。 

使用停止等命令の行政処分に対して是正

しない場合や、是正勧告に対して是正をし

ない場合で悪質な法違反の場合は、司法事

件に移行することがある（被害額や悪質度

など事案の軽重も関係するが。）。 

司法事件となる場合は、刑事訴訟に基づ

き適正な手続きが定められているので、そ

れにより実施する。 

したがって、例えば、災害調査の場合は

「行政上の監督権限」として実施している

が、災害調査の途中で重大な法違反が認め

られ司法事件としなければならないと判断

したときは、「ただいまから、労働安全衛生

法違反被疑事件として捜査に移りますので、

実況見分として行います。」「○○さんに立

会人になっていただきます。」と宣言したう

えで、刑事訴訟法に基づく捜査に入る（移行

する）。つまり、「行政上の監督」と「捜査」

をある時点で厳密に区別している。 

実況見分は任意捜査である。相手の事業

場が拒否したり、隠蔽工作をしたり、任意の

捜査ができないと判断されたときは、検証

令状又は捜索差押許可状を裁判所に請求し

て強制捜査を行う。 

労働基準法違反で送検するケースは、定

期監督や申告監督等で事案が悪質である場

合に実施する。その場合は、使用者に対して

「労働基準法違反被疑事件として捜査す

る。」と宣言して実施する。 

相手が否認せず、また捜査に協力する場

合は任意捜査として証拠を提出させ、「参考

人調書」「被疑者調書」を作成して送致（通

常「書類送検」）する。相手が非協力的であ

る場合は、捜索差押許可状を請求して家宅

捜査を実施して証拠を収集するほか、件数

は少ないが被疑者を逮捕して送致すること

もある。告訴、告発の場合は、刑事訴訟法上

必ず捜査し、違反の有無を問わず書類を検

察庁に送らなければならない。この場合の

送検は「送付」といい、通常事件の「送致」

と区別されている。 

捜索差押（家宅捜査）は、ごく普通に行わ

れている。 

 

6 第 92条 

6.1 条文 

第第 9922 条条  労労働働基基準準監監督督官官はは、、ここのの法法律律のの

規規定定にに違違反反すするる罪罪ににつついいてて、、刑刑事事訴訴訟訟法法

（（昭昭和和 2233 年年法法律律第第 113311 号号））のの規規定定にによよ

るる司司法法警警察察員員のの職職務務をを行行ななうう。。  

 

6.2 趣旨 

本条は、労働基準法第 102 条の規定と同

じく、労働基準監督官が前条の行政上の権

限を行使できるだけではなく、本法違反の
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罪において、特別司法警察職員として、刑事

訴訟法が規定する司法警察員の職務も行い

得ることを定めている。本法違反の捜査は、

高度に専門的であることが多く、特別な知

識と経験を必要とするため、労働基準監督

官に特別司法警察職員としての職務を行わ

せることとした。 

 

6.3 沿革 

工場法の時代には、各府県の警察部が工

場法の実施に関する地方の事務を主管し、

同法違反の罪に係る司法手続も行っていた。 

しかし、戦後になって労働行政が警察行

政から分離されると、労基法違反の罪に関

する犯罪捜査について専門的な知識、経験

を必要とすることから、労働行政に関する

専門性を有する労働基準監督官をして労基

法違反事件に関する司法警察員の職務を行

わせることとなった。 

そして、労働安全衛生法が労基法から分

離したことにより、同法違反事案について

も労働基準監督官が司法警察員の職務を行

うこととした。 

 

6.4 司法警察員の権限 

本条にいう「司法警察員」とは、刑事訴訟

法第 39 条第 3 項の「司法警察員」をいう

（刑事訴訟法第 190 条は、「森林、鉄道そ

の他特別の事項について司法警察職員とし

て職務を行うべきもの及びその職務の範囲

は、別に法律でこれを定める」とし、刑事訴

訟法第 39条第 3項で、司法警察職員は、司

法警察員と司法巡査に区分される旨を定め

ている）。 

司法警察員は、通常、逮捕状の請求（刑事

訴訟法第 199 条第 2 項）、捜索・差押・検

証令状の請求（刑事訴訟法第 218条第 4項）、

検察官への事件送致（刑事訴訟法第 246 条

本文）を行う権限を有する（司法巡査はこれ

らを行う権限がない）。 

 

7 第 93条 

7.1 条文 

（（産産業業安安全全専専門門官官及及びび労労働働衛衛生生専専門門官官））  

第第 9933条条  厚厚生生労労働働省省、、都都道道府府県県労労働働局局及及

びび労労働働基基準準監監督督署署にに、、産産業業安安全全専専門門官官

及及びび労労働働衛衛生生専専門門官官をを置置くく。。  

２２  産産業業安安全全専専門門官官はは、、第第 3377条条第第 11項項のの

許許可可、、特特別別安安全全衛衛生生改改善善計計画画、、安安全全衛衛

生生改改善善計計画画及及びび届届出出にに関関すするる事事務務並並びび

にに労労働働災災害害のの原原因因のの調調査査そそのの他他特特にに専専

門門的的知知識識をを必必要要ととすするる事事務務でで、、安安全全にに

係係るるももののををつつかかささどどるるほほかか、、事事業業者者、、

労労働働者者そそのの他他のの関関係係者者にに対対しし、、労労働働者者

のの危危険険をを防防止止すするるたためめ必必要要なな事事項項ににつつ

いいてて指指導導及及びび援援助助をを行行うう。。  

３３  労労働働衛衛生生専専門門官官のの職職務務ととししててはは、、第第

5566 条条第第 11 項項のの許許可可、、第第 5577 条条のの 44 第第 44

項項のの規規定定にによよるる勧勧告告、、第第 5577条条のの 55第第 11

項項のの規規定定にによよるる指指示示、、第第 6655条条のの規規定定にに

よよるる作作業業環環境境測測定定ににつついいててのの専専門門技技術術

的的事事項項、、特特別別安安全全衛衛生生改改善善計計画画、、安安全全

衛衛生生改改善善計計画画及及びび届届出出にに関関すするる事事務務並並

びびにに労労働働災災害害のの原原因因のの調調査査そそのの他他特特にに

専専門門的的知知識識をを必必要要ととすするる事事務務でで、、衛衛生生

にに係係るるももののををつつかかささどどるるほほかか、、事事業業者者、、

労労働働者者そそのの他他のの関関係係者者にに対対しし、、労労働働者者

のの健健康康障障害害をを防防止止すするるたためめ必必要要なな事事項項

及及びび労労働働者者のの健健康康のの保保持持増増進進をを図図るるたた

めめ必必要要なな事事項項ににつついいてて指指導導及及びび援援助助をを

行行うう。。  
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４４  前前 33 項項にに定定めめるるももののののほほかか、、産産業業安安

全全専専門門官官及及びび労労働働衛衛生生専専門門官官ににつついいてて

必必要要なな事事項項はは、、厚厚生生労労働働省省令令でで定定めめるる。。 

 

7.2 趣旨 

本条は、産業安全専門官及び労働衛生専

門官の配置、職務について定めている。 

産業安全専門官及び労働衛生専門官（7.4

で詳しく述べる）は、安衛法施行のための事

務のうち安全衛生に関する専門的知識を必

要とするものをつかさどるとともに、事業

者、労働者など関係者に対し、必要な事項の

指導及び援助を行うため、厚生労働省、都道

府県労働局及び労働基準監督署に配置しな

ければならない（第 1項）。 

産業安全専門官は、「労働者の危険」を防

止するスタッフとして、労働衛生専門官は、

「労働者の健康障害」を防止するスタッフ

として指導及び援助を行う。 

産業安全専門官及び労働衛生専門官につ

いて必要な事項は、「産業安全専門官及び労

働衛生専門官規程」（昭和 47 年 9 月 30 日

労働省令第 46号）（以下「専門官規程」と

いう）が定めている（第 4項）。  

 

7.3 沿革 

産業安全専門官及び労働衛生専門官につ

いては、かつては、旧産業安全専門官規程

（昭和 36年労働省訓令第 1号）及び旧労働

衛生専門官規程（昭和 41年労働省訓令第 3

号）によって設置されていたのであるが、昭

和 47年に安衛法が制定された際、法律上の

制度として確立した。 

法制上、産業安全専門官及び労働衛生専

門官の制度ができた背景事情は、以下の通

りといわれる 88。 

労働基準監督官だけでは安衛法の膨大な

業務が処理できないこと、技官は事業場へ

の立入権限がないこと、労働基準監督官に

は文系監督官と理系監督官がいるが（7.4で

詳しく述べるが、採用試験を文系と理系で

分けて採用している）理系監督官が少ない

こと（20～30％程度）、安全衛生のウエート

が増してきたこと、技術が高度化しており

専門的知識を有する者を育てる必要が生じ

たこと、技官の処遇の改善が必要なこと等

からこの制度ができたのではないかといわ

れている。 

 

7.4 資格・配置 

産業安全専門官及び労働衛生専門官のう

ち、厚生労働省には中央産業安全専門官又

は中央労働衛生専門官を配置し、都道府県

労働局及び労働基準監督署には、地方産業

安全専門官及び地方労働衛生専門官を配置

しなければならない（「専門官規程」第 1条）。 

中央産業安全専門官及び中央労働衛生専

門官は、厚生労働省労働基準局に勤務する

一般職の職員の給与に関する法律(昭和 25

年法律第 95 号)第 6 条第 1 項第 1 号イに規

定する行政職俸給表(一)に定める職務の級

が 4 級以上である職員で産業安全又は労働

衛生に関する専門的知識を有するもののう

ちから、地方産業安全専門官及び地方労働

衛生専門官は、都道府県労働局に置くもの

にあっては、都道府県労働局に勤務する職

務の級が 3 級以上である職員で産業安全又

は労働衛生に関する専門的知識を有するも

ののうちから、労働基準監督署に置くもの

にあっては労働基準監督署に勤務する職務

の級が 2 級以上である職員で産業安全又は
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労働衛生に関する専門的知識を有するもの

のうちから任命する（「専門官規程」第 2条）。 

 

7.5 職務 

産業安全専門官及び労働衛生専門官は、

官名ではなく職名である。労働基準監督官

又は技官が就くが事務官はならない。 

産業安全専門官は、特定機械等の製造の

許可（第 37条第 1項）、安全衛生改善計画

のうち産業安全に関する事項、工事等の計

画の届出内容の審査等の事務並びに労働災

害の原因の調査をはじめとして労働安全に

関すること、技術に関する情報の収集に関

すること、安全に係る技術基準に関するこ

と等をつかさどるほか、事業者、労働者その

他の関係者に対し、労働者の危険を防止す

るため必要な事項について指導及び援助を

行う（第 2項）。 

労働衛生専門官の職務は、有害物の製造

許可、新規化学物質の有害性調査に係る勧

告、化学物質の調査指示、作業環境測定につ

いての専門技術的事項、特別安全衛生改善

計画、安全衛生改善計画のうち労働衛生に

係る事項、工事等の計画の届出内容の審査

等の事務 89、労働災害の原因の調査をはじ

めとして労働衛生コンサルタントに関する

こと、作業環境基準の普及に関すること、有

害物の表示および有害性の調査に関するこ

と、健康の保持増進の推進に関すること、労

働衛生に関する情報の収集に関すること等

があり、そのほか、労働衛生教育の実施及び

援助等がある（第 3項）。 

 
7.6 実際の配置、職務 90 

7.6.1 実際の配置 

産業安全専門官及び労働衛生専門官の配

置、職務について、法令上は上記のように定

められているが、実際の配置、職務について

は、以下のようである。 
産業安全専門官、労働衛生専門官は都道

府県労働局の場合は「健康安全課」（健康課

と安全課に分かれている場合もある）に配

置される。労働基準監督署の場合は、安全衛

生課のある方面制署（大規模の労働基準監

督署関係では法令に関する各種届出の受付

や、相談対応、監督指導を行う部署である

「方面」を置く）の場合は「安全衛生課」に

配置され、安全衛生課のない方面制署では

方面に配置され、課制署（小規模の労働基準

監督署では「方面」ではなく「監督課」を置

き、2課ないし 3課制をとる）の場合は「安

全衛生課」、「監督・安衛課」又は「労災・

安衛課」に配置される。なお、2課制署には、

「監督課」と「労災・安衛課」からなる署と、

「監督・安衛課」と「労災課」からなる署が

あり、現在、前者から後者への組織変更が進

んでいるようである。 

技官が労働基準監督署の安全衛生課長に

なった場合でも、併せて安全専門官か衛生

専門官の発令をする。技官のままでは立入

権限がないためである。労働基準監督官が

安全衛生課長になっても産業安全専門官や

労働衛生専門官の発令はされない。実益が

ないためである。 

ただし、都道府県労働局の健康安全課等

に所属する場合は、労働基準監督官であっ

ても産業安全専門官か労働衛生専門官の発

令をする（行政職俸給表(一)の三級以上の

場合。）。これは、健康安全課内での職務の

分担のためだが、人員が少ない都道府県労

働局の健康安全課の場合は、安全専門官か

衛生専門官のどちらか 1 名しかいない場合
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もある。 

技官の採用時点では「厚生労働技官」だ

が、行政職俸給表(一)の 3級以上になると、

地方労働局又は労働基準監督署の産業安全

専門官又は労働衛生専門官に発令される可

能性が出てくる（それまでは、安全係長など

の職名である。）。 

なお、2008年から厚生労働技官の採用が

停止され、労働安全衛生分野での専門的知

識を有する職員の不足が問題とされている。

従前監督署ごとに 1 名配置されていた技官

は、現在では 1 名の技官を複数の監督署に

併任発令している。将来的にはゼロになる

ことが予想される。現在、技官の人数は都道

府県労働局基準サイドの全職員の数％程度

である。 

 

7.6.2 具体的な職務 

産業安全専門官は安全関係の事務（ボイ

ラー則、クレーン則、ゴンドラ則、安衛則の

安全関係条文を所管することから、ボイラ

ー、クレーンの検査、足場や機械などの安全

関係の法第 88条の計画届の審査など）を担

当する。 

労働衛生専門官は衛生関係の事務（じん

肺法、作業環境測定法、有機則、特化則、石

綿則、粉じん則、酸欠則、鉛則などの衛生関

係規則、安衛則の衛生関係条文を所管する

ことから、じん肺の健康管理区分の決定事

務（都道府県労働局のみ）、健康管理手帳の

事務（都道府県労働局のみ）、有機則、特化

則の適用除外許可、健康診断・ストレスチェ

ック関係事務、局所排気装置・プッシュプル

型換気装置などの衛生関係の第 88 条の計

画届の審査など）を担当する。 

また、両官とも災害調査に同行すること

もある。 

とはいうものの、上記のとおり、実際に

は、都道府県労働局の健康安全課には産業

安全専門官か労働衛生専門官しかいない、

労働基準監督署においても産業安全専門官

か労働衛生専門官しかいないというのが現

状であり、安全専門官・衛生専門官の名称に

関係なく「安全衛生」の業務全般を担当して

いるのが現状である。 

法にある「第 37条第 1項の許可」「第 56

条第 1項の許可」「第 57条の 4第 4項の規

定による勧告」、「第 57条の 5第 1項の規

定による指示」、「第 65条の規定による作

業環境測定」は、技術的な事項であるため都

道府県労働局については健康安全課の産業

安全専門官、労働衛生専門官、厚生労働技官

が担当しており、本省では安全課、労働衛生

課の厚生労働技官＝産業安全専門官、労働

衛生専門官が担当しているようである。 

「特別安全衛生改善計画」は、本省安全

課、労働衛生課の所管なので、両課の産業安

全専門官、労働衛生専門官が担当している

ようである。 

「安全衛生改善計画」（所謂「安特」「衛

特」）は都道府県労働局長が作成指示する

が、対象事業場の選定と実際の指導は労働

基準監督署が行う。 

労働基準監督署では、安特・衛特の事業場

を担当労働基準監督官（又は各方面）に割り

振って 1 年間監督指導（臨検、是正勧告、

使用停止等命令、指導等）をさせる。したが

って、各事業場から提出されてくる改善計

画及びそれに対する進捗状況の確認等も担

当労働基準監督官がすべて担当する。これ

については、法条文では産業安全専門官、労

働衛生専門官が担当することとされている
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が、技官である産業安全専門官、労働衛生専

門官が単独で担当することは少ない。これ

は、技官である産業安全専門官、労働衛生専

門官は、立入権限があり「指導」はできても、

「監督」（是正勧告、使用停止等命令）がで

きないためである（同行することはある。）。 

「届出」は、安衛法第 88条に基づく届出

だが、労働基準監督署の安全衛生主務課所

管になっているので、同課所属の産業安全

専門官、労働衛生専門官、技官、労働基準監

督官が担当する（第 2 項については、本省

の産業安全専門官等が審査を行う）。 

 
7.7 関連裁判例 

受託収賄被告事件（福岡地裁判小倉支部

判平 30.10.4LEX-DB 文献番号 25449830）は、

福岡労働局労働基準部健康課に所属して地

方労働衛生専門官の職務に従事していた Y

が、自己の本来業務ではない移動式クレー

ンの製造許可に関し、同部安全課所属の地

方産業安全専門官Ｃへ早急に本件申請を受

理して許可決裁を受け、申請会社が速やか

に製造許可を受けることができるよう働き

掛けるなどして、申請会社に有利な取り計

らいをしてもらいたいとの趣旨の請託を受

け、額面合計 30万円の商品券を賄賂として

収受した事案において、特定機械等の製造

許可の審査等に関する指導・助言をするこ

とは、被告人の本来職務の職務密接関連行

為であったとして、「自己の職務に関し請

託を受けて賄賂を収受した」と判断した事

件である。 

 
7.7.1 受託収賄被告事件の判旨 

前掲受託収賄被告事件判決は、産業安全

専門官と労働衛生専門官の職務を、以下の

ように詳細に述べており、参考になる。 

労働安全衛生法により，都道府県労働局

には産業安全専門官と労働衛生専門官を置

くことが規定されており（同法第 93条第 1

項），前記福岡労働局労働基準部の安全課

には地方産業安全専門官が，健康課には地

方労働衛生専門官が配置されている。 

労働安全衛生法，産業安全専門官及び労

働衛生専門官規程等によれば，地方労働衛

生専門官は，労働安全衛生法第 93条第 3項

で規定される事務（健康障害を生ずるおそ

れのある物の製造の許可等，特に専門的知

識を有する事務で，衛生に係るものをつか

さどるほか，事業者，労働者その他の関係

者に対し，労働者の健康障害を防止するた

め必要な事項及び労働者の健康保持増進を

図るため必要な事項について指導及び援助

を行うこと）等を行うこととされる。 

また，地方産業安全専門官は，労働安全

衛生法第 93条第 2項で規定される事務（移

動式クレーン等の特に危険な作業を必要と

する機械等として政令で定められた「特定

機械等」の製造に関する許可等，特に専門

的知識を必要とす事務で，安全に係るもの

をつかさどるほか，事業者，労働者その他

の関係者に対し，労働者の危険を防止する

ため必要な事項について指導及び援助を行

うこと）等を行うこととされる。  

なお，地方産業安全専門官及び地方労働

衛生専門官は，都道府県労働局に置くもの

にあっては都道府県労働局に勤務する職務

の級が三級以上である職員で産業安全又は

労働衛生に関する専門的知識を有するもの

のうちから任命するとされている（産業安

全専門官及び労働衛生専門官規程 2 条）。 

実際，安全衛生業務を専門に行っている職
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員は，安全課と健康課のどちらかに配置さ

れ，両課をまたいで異動することが通常で

あり，職務経験を積んだ厚生労働技官は，

安全課に配属されれば地方産業安全専門官

に，健康課に配属されれば地方労働衛生専

門官に任命されていた。 
 

7.7.2 判決から汲み取るべき示唆 

法令上は、地方産業安全専門官と地方労

働衛生専門官が取り扱うことができる職務

内容は明確に区別されているが，地方産業

安全専門官と地方労働衛生専門官の職務内

容は類似し，関連性が強く，安全衛生業務

を取り扱うことで共通している。 

実際に、労働局の健康課と安全課では受

付や審査等において相互に補助連携した事

務処理が行われており、「一定の職務経験を

積んだ後は，人員配置の都合によって，安

全課に配属されれば地方産業安全専門官に，

健康課に配属されれば地方労働衛生専門官

に任命され得るため，健康課に所属する地

方労働衛生専門官であったとしても，法令

上の職務に限定されず、地方産業安全専門

官が従事する特定機械等の製造許可審査に

係る職務についても，一般的職務権限を有

しているといえる。  

 

8 第 94条 

8.1 条文 

（（産産業業安安全全専専門門官官及及びび労労働働衛衛生生専専門門官官

のの権権限限））  

第第 9944 条条  産産業業安安全全専専門門官官又又はは労労働働衛衛生生

専専門門官官はは、、前前条条第第 22 項項又又はは第第 33 項項のの規規

定定にによよるる事事務務をを行行ううたためめ必必要要ががああるるとと

認認めめるるととききはは、、事事業業場場にに立立ちち入入りり、、関関

係係者者にに質質問問しし、、帳帳簿簿、、書書類類そそのの他他のの物物

件件をを検検査査しし、、若若ししくくはは作作業業環環境境測測定定をを

行行いい、、又又はは検検査査にに必必要要なな限限度度ににおおいいてて

無無償償でで製製品品、、原原材材料料若若ししくくはは器器具具をを収収

去去すするるここととががででききるる。。  

２２  第第 9911条条第第 33項項及及びび第第 44項項のの規規定定はは、、

前前項項のの規規定定にによよるる立立入入検検査査ににつついいてて準準

用用すするる。。 

 

8.2 趣旨 

本条は、産業安全専門官及び労働衛生専

門官が、前条の事務を行うために必要な限

度における権限について定めたものである。

また、立入検査を行う際に必要な措置につ

いて規定している。 

 

8.3 権限 

産業安全専門官及び労働衛生専門官は、

前条の事務を行うために必要があると認め

るときは、事業場に立ち入り、事業者、労働

者その他の関係者への質問、帳簿、書類その

他の物件の検査、作業環境測定の実施又は

検査に必要な限度における製品、原材料も

しくは器具の無償収去をすることができる

（第 1項）。 

 

8.4 立入検査 

産業安全専門官又は労働衛生専門官が、

事業場に立ち入り、上記の事項を行う場合、

その身分を示す産業安全専門官証票又は労

働衛生専門官証票（「専門官規程」第 5条、

下図参照）を携帯し、関係者から要求のあっ

た場合には、それを提示しなければならな

い（第 2 項）。なお、この立入検査の権限

は、犯罪捜査のために認められたものでは

ないことは言うまでもない。 
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9 第 95条 

9.1 条文 

（（労労働働衛衛生生指指導導医医））  

第第 9955 条条  都都道道府府県県労労働働局局にに、、労労働働衛衛生生指指

導導医医をを置置くく。。  

２２  労労働働衛衛生生指指導導医医はは、、第第 6655 条条第第 55項項又又

はは第第 6666 条条第第 44 項項のの規規定定にによよるる指指示示にに

関関すするる事事務務そそのの他他労労働働者者のの衛衛生生にに関関すす

るる事事務務にに参参画画すするる。。  

３３  労労働働衛衛生生指指導導医医はは、、労労働働衛衛生生にに関関しし

学学識識経経験験をを有有すするる医医師師ののううちちかからら、、厚厚

生生労労働働大大臣臣がが任任命命すするる。。  

４４  労労働働衛衛生生指指導導医医はは、、非非常常勤勤ととすするる。。  

  

9.2 趣旨 

本条は、都道府県労働局に、労働衛生指導

医を置き、労働衛生の専門医学的な立場か

ら、労働衛生行政の展開に参画させること

を定めたものである。その職務は、法第 65

条第 5 項が規定する都道府県労働局長の指

示による作業環境測定の実施、法第 66条第

4 項が規定する都道府県労働局長の指示に

よる臨時の健康診断の実施について必要な

意見を述べることや、作業環境の改善、健康

管理の推進など労働者の衛生の確保に必要

な事項に関し調査や指導を実施することで

ある。 

労働衛生指導医は、労働衛生に学識経験

を有する医師のうちから、厚生労働大臣が

任命する。その任期は 2 年で、都道府県労

働局に勤務する非常勤の国家公務員となる。 

 

9.3 沿革 

労働衛生指導医については、すでに昭和

43年 5月に労働衛生指導医規程（昭和 43年

労働省訓令第 4 号）により、労働者の衛生

環境の改善、職業性疾患の予防その他の労

働者の衛生の確保に資するため、都道府県

労働局長が必要と認めたものを労働衛生指

導医として都道府県労働局に置き、医学上

の調査、指導を実施していた。本条は、これ

を引き継ぎ、法律上の制度とした規定であ

る。 

9.4 職務 

労働衛生指導医の職務は、法第 65条第 5

項及び法第 66条第 4項の指示に関する事務

その他、労働者の衛生に関する事務に参画

することである。 

例えば、法第 66条第 4項に関連して、鉛

中毒が発生した事業場において、罹患労働

者以外の労働者にも鉛中毒の罹患のおそれ

があるような場合には、都道府県労働局長

は、それらの労働者にも鉛に関する臨時の

健康診断を実施するよう事業者に指示する

ことができる。その指示の内容として、①労

働者の健康保持のためなど臨時の健康診断

の必要性の判断理由、②健康診断の項目、③

実施すべき労働者の範囲などを明示するこ

とが必要とされるため、このような指示に

ついて、その必要があるか否かの判定、指示

する必要がある場合には、健康診断の項目、
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実施すべき労働者の範囲などを明示して行

うこととされているので、その事務には専

門的な医学的知識が必要となるため労働衛

生指導医を参画させることとなる 91。 

また、この事務のほか、作業環境測定、作

業環境の改善、職業性疾病の予防その他労

働者の健康確保に資するために必要な事項、

例えば新しい原材料、作業方法などに起因

する健康障害の発生原因の調査や予防対策

の検討、衛生管理特別指導事業場の指導上

とくに必要な事項についての検討などが。

その職務となる。 

 

9.5 任命 

労働衛生指導医の任命にあたっては、大

学の教授クラスの医師に委嘱している 92。 

 

10 第 96条 

10.1 条文 

（（厚厚生生労労働働大大臣臣等等のの権権限限））  

第第 9966 条条  厚厚生生労労働働大大臣臣はは、、型型式式検検定定にに合合

格格ししたた型型式式のの機機械械等等のの構構造造並並びびにに当当該該

機機械械等等をを製製造造しし、、及及びび検検査査すするる設設備備等等

にに関関しし労労働働者者のの安安全全とと健健康康をを確確保保すするる

たためめ必必要要ががああるるとと認認めめるるととききはは、、そそのの

職職員員ををししてて当当該該型型式式検検定定をを受受けけたた者者のの

事事業業場場又又はは当当該該型型式式検検定定にに係係るる機機械械等等

若若ししくくはは設設備備等等のの所所在在すするるとと認認めめるる場場

所所にに立立ちち入入りり、、関関係係者者にに質質問問ささせせ、、又又

はは当当該該機機械械等等若若ししくくはは設設備備等等そそのの他他のの

物物件件をを検検査査ささせせるるここととががででききるる。。  

２２  厚厚生生労労働働大大臣臣はは、、ココンンササルルタタンントトのの

業業務務のの適適正正なな運運営営をを確確保保すするるたためめ必必要要

ががああるるとと認認めめるるととききはは、、そそのの職職員員ををしし

ててココンンササルルタタンントトのの事事務務所所にに立立ちち入入

りり、、関関係係者者にに質質問問ささせせ、、又又ははそそのの業業務務

にに関関係係ののああるる帳帳簿簿若若ししくくはは書書類類（（そそのの

作作成成、、備備付付けけ又又はは保保存存にに代代ええてて電電磁磁的的

記記録録のの作作成成、、備備付付けけ又又はは保保存存ががさされれてて

いいるる場場合合ににおおけけるる当当該該電電磁磁的的記記録録をを含含

むむ。。））をを検検査査ささせせるるここととががででききるる。。  

３３  厚厚生生労労働働大大臣臣又又はは都都道道府府県県労労働働局局長長

はは、、登登録録製製造造時時等等検検査査機機関関、、登登録録性性能能

検検査査機機関関、、登登録録個個別別検検定定機機関関、、登登録録型型

式式検検定定機機関関、、検検査査業業者者、、指指定定試試験験機機関関、、

登登録録教教習習機機関関、、指指定定ココンンササルルタタンントト試試

験験機機関関又又はは指指定定登登録録機機関関（（外外国国登登録録製製

造造時時等等検検査査機機関関、、外外国国登登録録性性能能検検査査機機

関関、、外外国国登登録録個個別別検検定定機機関関及及びび外外国国登登

録録型型式式検検定定機機関関（（第第 112233 条条第第 11 号号ににおお

いいてて「「外外国国登登録録製製造造時時等等検検査査機機関関等等」」

とといいうう。。))をを除除くく。。））（（以以下下「「登登録録製製造造時時

等等検検査査機機関関等等」」とといいうう。。））のの業業務務のの適適正正

なな運運営営をを確確保保すするるたためめ必必要要ががああるるとと認認

めめるるととききはは、、そそのの職職員員ををししててここれれららのの

事事務務所所にに立立ちち入入りり、、関関係係者者にに質質問問ささせせ、、

又又ははそそのの業業務務にに関関係係ののああるる帳帳簿簿、、書書類類

そそのの他他のの物物件件をを検検査査ささせせるるここととががでできき

るる。。  

４４  都都道道府府県県労労働働局局長長はは、、労労働働衛衛生生指指導導

医医をを前前条条第第 22 項項のの規規定定にによよるる事事務務にに参参

画画ささせせるるたためめ必必要要ががああるるとと認認めめるるとときき

はは、、当当該該労労働働衛衛生生指指導導医医ををししてて事事業業場場

にに立立ちち入入りり、、関関係係者者にに質質問問ささせせ、、又又はは

作作業業環環境境測測定定若若ししくくはは健健康康診診断断のの結結果果

のの記記録録そそのの他他のの物物件件をを検検査査ささせせるるこことと

ががででききるる。。  

５５  第第 9911条条第第 33項項及及びび第第 44項項のの規規定定はは、、

前前各各項項のの規規定定にによよるる立立入入検検査査ににつついいてて

準準用用すするる。。 
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10.2 趣旨 

本条は、型式検定制度の適正な運用を図

り、コンサルタントの業務及び登録製造等

検査機関等の業務の適正な運営を確保する

為の行政機関職員の立入検査、労働衛生指

導医の立入検査等について規定したもので

ある。 

厚生労働大臣は、型式検定合格証の効力

を失わせること（法第 44条の 4）、コンサ

ルタントの登録の取消し（法第 85条）、登

録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登

録個別検定機関及び登録型式検定機関の登

録の取消し（法第 53 条、法第 53 条の 3、法

第 54条、法第 54条の 2）、指定試験機関の

取消し（法第 75条の 3）等を行いうる権限

があり、また、都道府県労働局長には、登録

教習機関の取消し（法第 77 条第 3項）等を

行いうる権限がある。また、労働衛生指導医

は、作業環境測定の指示（法第 65条第 5項）、

臨時の健康診断の指示（法第 66 条第 4 項）

等の事務に参画するものである。本条は、こ

れらの事務を適正に行うことができるよう

規定されたものである 93。 

本条第 1 項でいう「その職員」とは、型

式検定は小型ボイラーや第二種圧力容器な

ど安全関係なので、本省労働基準局安全課

の中央産業安全専門官が基本だが、同課の

技官も該当する。94 

 

10.3 内容 

10.3.1 型式検定合格証の失効に係る調査

権限 

安衛法は、一定の機械等について、それら

を製造・販売を行う者に対して、当該機械に

ついて、ユーザーたる個々の事業者の手に

渡って使用されるに至った段階において安

全を確保するために、所期段階で必要な措

置を講ずべきことを罰則付で義務付けてい

る。 

この製造・流通規制が課せられる機械等

は、①特に危険な作業を必要とする特定機

械等、②特定機械等以外の機械等で、危険も

しくは有害な作業を必要とするもの、危険

な場所において使用するもの又は危険もし

くは健康障害を防止するために使用するも

の、③動力により駆動される機械等で、作動

部部上の突起物又は動力伝導部分もしくは

調速部分に所用の防護措置が施されていな

いものの 3通りに区分されている。 

法第 42条は、上記②の特定機械以外の機

械で一定の機械等については、厚生労働大

臣が定める規格又は安全装置を備えたもの

でなければ、譲渡、貸与又は設置してはなら

ないとしている。 

そして、法第 42条の対象となる機械等の

うち、一定のものを製造し、又は輸入した者

は、当該機械等について、所定の規格又は安

全装置を具備しているかどうかの確認のた

め、検定をうけなければならない（法第 44

条、第 44条の 2）。この検定には、個別検

定と型式検定の二種類がある。 

型式検定に合格した機械等が製造・流通

段階では安全性を確保していても、ユーザ

ーが個別に使用する際に必要な規格等を具

備していないなど法第 44条の 4所定の場合

には、厚生労働大臣は当該機械等について

の型式検定合格証の効力を失わせることが

できる（法第 44条の 4）。 

本条第 1 項は、厚生労働大臣が型式検定

合格証を失効させる前提として、必要と認

めた場合、当該型式検定を受けた者の事業

場又は当該型式に係る機械等もしくは設備
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等の所在すると認める場所に、その職員を

して立ち入り、関係者に質問させ、又は当該

機械等その他の物件を検査させる権限を与

えている。 

 

10.3.2 コンサルタントの登録取消しに係

る調査権限 

厚生労働大臣はコンサルタントの登録を

取消す権限（法第 85 条）を有している。 

法第 78条は、厚生労働大臣は重大な労働

災害が発生した場合において、その再発を

防止するために必要と認めるとき、事業者

に対して、その事業場の安全又は衛生に関

する改善計画（特別安全衛生改善計画））を

作成、提出することを義務付けている。 

厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画

の作成、提出を指示した場合、専門的な助言

を必要とすると認めるときは、労働安全コ

ンサルタント又は労働衛生コンサルタント

による安全又は衛生に係る診断を受け、か

つ、特別安全衛生改善計画の作成または変

更について、これらの者の意見を聴くべき

ことを勧奨することができる（法第 80条）。 

労働安全コンサルタント及び労働衛生コ

ンサルタントになろうとする者は、厚生労

働大臣の行う試験を受け、この試験に合格

した者を厚生労働省に備える労働安全衛生

コンサルタント名簿又は労働衛生コンサル

タント名簿に登録されて、はじめて労働安

全コンサルタント又は労働衛生コンサルタ

ントになる（法第 84 条）。 

当該試験に合格したとしても、第 84条第

2項所定の欠格事由に該当するものは、登録

を受けることができない。また、コンサルタ

ントは、社会的信用を保持することが大切

である。そこで、登録を受けた後において

も、コンサルタントが上記の欠格事由に該

当することになった場合、又は法第 86条第

1 項の規定に違反して社会的信用を失う行

為をした場合には、厚生労働大臣はその登

録を取り消すことができる（法第 85 条）。 

本条第 2 項は、この登録取消しの前提と

して、厚生労働大臣は、その職員をしてコン

サルタントの事務所に立ち入り、関係者に

質問させ、又はその業務に関係のある帳簿

もしくは書類を検査させる権限を与えてい

る。 

 

10.3.3 登録製造時等検査機関等への立入

りなどの権限 

厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関

（厚生労働大臣の登録を受けて、ボイラー

や第一種圧力容器等につき、製造時等検査

を行う者）、登録性能検査機関（厚生労働大

臣の登録を受けて、ボイラー、第一種圧力容

器等につき、定期的に損傷の有無等の状況

をチェックして、継続して使用できるかを

見極める検査（性能検査）を行う者）、登録

個別検定機関（厚生労働大臣の登録を受け、

第二種圧力容器、小型ボイラー等につき、労

働安全衛生法所定の構造、材料等の要件を

満足しているか否かを確認するため、製造

時又は輸入時に個々に検定を行う者）及び

登録型式検定機関（厚生労働大臣の登録を

受け、動力プレス、安全器具等の譲渡、貸与、

設置にあたり、機械等の型式ごとに行われ

る検定を行う者）の登録の取消し（法第 53

条、法第 53 条の 3、法第 54 条及び法第 54

条の 2）、指定試験機関の取消し（法第 75

条の 3）等を行う権限を持ち、また、都道府

県労働局長は、登録教習機関（建設機械等の

運転・操作や作業主任者となるのに必要と
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なる免許又は技能講習に関する学科・実技

教育を行うことを目的として都道府県労働

局長より登録された機関）の登録の取消し

（法第 77 条第 3 項）等を行う権限を持つ。 

本条第 3 項は、こうした登録製造時検査

機関等の登録取消しの前提として、その職

員をして、これら機関等の事務所に立ち入

り、関係者に質問させ、又はその業務に関係

がある帳簿、書類その他の物件を検査させ

る権限を与えている。 

これらの機関は、他の事業場に立ち入っ

て、ボイラー、圧力容器、動力プレスの各検

査を行うものであるから、社会的信頼の上

に立たなければ、その業務を円滑に実施で

きないため、行政の関係団体しか指定を受

けていない。現状では、妥当であると思われ

るが、将来的には、信頼性が担保される民間

団体に権限を付与することの検討が必要で

あろう。 

 

10.3.4 労働衛生指導医の立入り権限 

労働衛生指導医は、作業環境測定の指示

（法第 65条第 5項）、臨時の健康診断の指

示（法第 66条第 4項）等の事務に参画する

ものである（法第 95 条第 2項）。 

本条第 4 項は、都道府県労働局長に、労

働衛生指導医を、これらの事務に参画させ

るため必要があると認められるときは、当

該労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、

関係者に質問させ、又は作業環境測定もし

くは健康診断の結果の記録その他の物件を

検査させる権限を与えている 95。 

 

10.3.5 証票の携帯 

上記職員が本条各項に基づき立入検査を

行う際には、その身分を示す証票を携帯し、

関係者に提示しなければならない（本条第 5

項）。 

 

10.4 罰則 

この規定による強制立入り、検査等は国

内に存する事業場、物件等についてのみ認

められる。これを拒んだ者等に対しては、罰

則の適用がある（第 1 項、第 2 項、第 4 項

の阻害行為は 50万円以下の罰金（法第 120

条第 4号）、両罰規定（122条）、第 3項の

阻害行為に対しては 50万円以下の罰金（法

第 121条第 3号））。 

外国事業者の事業場等の検査等について

は、第 44 条の 4 第 3 号に規定されており、

これを拒んだ者等に対しては、労働大臣は、

型式検定合格証を失効させることができる

（昭和 58・8・1基発第 419号）。 

 

11 第 96条の 2 

11.1 条文 

（（機機構構にによよるる労労働働災災害害のの原原因因のの調調査査等等

のの実実施施））  

第第 9966 条条のの 22  厚厚生生労労働働大大臣臣はは、、第第 9933 条条

第第 22 項項又又はは第第 33 項項のの規規定定にによよるる労労働働災災

害害のの原原因因のの調調査査がが行行わわれれるる場場合合ににおおいい

てて、、当当該該労労働働災災害害のの規規模模そそのの他他のの状状況況

かからら判判断断ししてて必必要要ががああるるとと認認めめるるとときき

はは、、独独立立行行政政法法人人労労働働者者健健康康安安全全機機構構

（（以以下下「「機機構構」」とといいうう。。））にに、、当当該該調調査査

をを行行わわせせるるここととががででききるる。。  

22  厚厚生生労労働働大大臣臣はは、、必必要要ががああるるとと認認めめるる

ととききはは、、機機構構にに、、第第 9944条条第第 11項項のの規規定定

にによよるる立立入入検検査査（（前前項項にに規規定定すするる調調査査

にに係係るるももののにに限限るる。。））をを行行わわせせるるここととがが

ででききるる。。  
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33  厚厚生生労労働働大大臣臣はは、、前前項項のの規規定定にによよりり機機

構構にに立立入入検検査査をを行行わわせせるる場場合合ににはは、、機機

構構にに対対しし、、当当該該立立入入検検査査のの場場所所そそのの他他

必必要要なな事事項項をを示示ししててここれれをを実実施施すすべべきき

ここととをを指指示示すするるももののととすするる。。  

44  機機構構はは前前項項のの指指示示にに従従つつてて立立入入検検査査

をを行行つつたたととききはは、、そそのの結結果果をを厚厚生生労労働働

大大臣臣にに報報告告ししななけけれればばななららなないい。。  

55  第第 9911 条条第第 33 項項及及びび第第 44 項項のの規規定定はは、、

第第 22 項項のの規規定定にによよるる立立入入検検査査ににつついいてて

準準用用すするる。。ここのの場場合合ににおおいいてて、、同同条条第第

33項項中中「「労労働働基基準準監監督督官官」」ととああるるののはは、、

「「独独立立行行政政法法人人労労働働者者健健康康安安全全機機構構のの

職職員員」」とと読読みみ替替ええるるももののととすするる。。 

 

11.2 趣旨 

本条は、厚生労働大臣が必要があると認

めるときに、独立行政法人労働者健康安全

機構（機構）に対し、労働災害の原因調査、

立入検査を行わせることができ、立入検査

を行わせたときは、その結果を厚生労働大

臣に報告しなければならないことを規定し

たものである。 

 

11.3 沿革 

本条は、「独立行政法人に係る改革を推進

するための厚生労働省関係法律の整備に関

する法律」（平成 18年 3月 31日法律第 25

号）により追加されたものである。 

平成 17 年度まで特定独法であり国家公

務員身分を有していたが、平成 18 年度から

特定独法でなくなり国家公務員ではなくな

ったための措置とされている。 

平成 28年 4月 1日に、独立行政法人労働

者健康安全機構（以下、「機構」という）は、

独立行政法人労働者安全衛生総合研究所

（平成 18年 4月 1日発足、以下「総合研究

所」という）と独立行政法人労働者健康福祉

機構（昭和 24年「財団法人労災協会」とし

て発足）が統合し、①勤労者医療の充実、②

勤労者の安全向上、③産業保健の強化を理

念として発足した。統合前の総合研究所は、

安全衛生に関する専門の研究所であり、厚

生労働省傘下にあった産業安全研究所と産

業医学総合研究所が母体となっているため、

機構は、この分野の高度な専門の技術、知

見、ノウハウを継承していることから、国に

よる災害原因調査に参画させたものである。 

 

11.4 機構の目的と組織 

機構は、療養施設及び労働者の健康に関

する業務を行う者に対する研修、情報の提

供、相談その他の援助を行うための施設の

設置及び運営等を行うことにより労働者の

業務上の負傷又は疾病に関する療養の向上

及び労働者の健康の保持増進に関する措置

の適切かつ有効な実施を図るとともに、事

業場における災害の予防に係る事項並びに

労働者の健康の保持増進に係る事項及び職

業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性

疾病に係る事項に関して臨床で得られた知

見を活用しつつ、総合的な調査及び研究並

びにその成果の普及を行うことにより、職

場における労働者の安全及び健康の確保を

図るほか、未払賃金の立替払事業等を行い、

もって労働者の福祉の増進に寄与すること

を目的として設立された（独立行政法人労

働者健康安全機構法（以下では「機構法」と

いう）第 3条）。 

機構は、労働者の健康と安全を守るため、

現場ニーズの把握を踏まえた課題研究や行

政機関、事業場、学会、災害防止団体との連
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携を通じて、労働災害や疾病を減少させる

というミッションに統合後も変わりはなく、

日本で唯一の労働安全衛生を総合的専門機

関として労働安全衛生施策の基礎となる科

学的知見を提供するという重要な役割を担

っている。 

主要な研究としては、①労働者の健康保

持増進及び職業性疾病の病因、診断、予防等

の調査研究、②安全衛生指針の策定のため

の研究、③労災病院等と連携した、過労死、

脊髄損傷、産業中毒等の共同研究などであ

る。 

機構法第 12 条第 2 項は、安衛法第 96 条

の 2 第 1 項の規定による調査及び同条第 2

項の規定による立入検査を行うと規定して

いる。 

平成 26年度から 5年間を対象とした中期

目標のうち、労働災害調査業務に関しては、

①安衛法第 96条の 2に基づく災害調査等の

実施について、緊急時も含めた連絡体制の

整備、高度な専門的知見を有する研究員の

現地派遣 などにより、迅速かつ適切に労働

災害の原因調査等を行うこと、②原因調査

結果等について、これを踏まえた再発防止

対策の提言や災害防止のための研究への活

用・反映を行うこと、③調査実施後、調査内

容については、行政における捜査状況、企業

の秘密や個人情報の保護に留意しつつ、そ

の公表を積極的に行い、同種 災害の再発防

止対策の普及等に努めること、④災害調査

の高度化のため、リスク評価・管理手法の開

発等に努めること、があげられている。 

災害調査等については、機構内の労働災

害調査分析センターが災害調査等の対外

的・対内的な中核調整機能を担っている。ま

た、災害調査等の進行管理については、研究

員所属の各研究グループ部長及び労働災害

調査分析センターが行っている。 

 

11.5 内容 

11.5.1 機構による労働災害調査 

厚生労働大臣は、第 93条第 2項又は第 3

項の規定による労働災害の原因の調査が行

われる場合において、当該労働災害の規模

その他の状況から判断して必要があると認

めるときは、機構に、当該調査を行わせるこ

とができる（第 1項）。 

「当該労働災害の規模その他の状況から

判断して必要があると認めるとき」とは、高

度な専門的知見に基づく災害要因の究明」

の必要がある場合であり、労働基準監督官

等では難しい事案について調査を行わせて

いる 96。 

機構における本条第 1 項に基づく災害調

査の流れは以下のようである 97。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大な労働災害の発生 

厚生労働省の要請を受け研究員
を派遣 

災害発生原因を科学に分析して
特定 

厚生労働省に報告 

法改正等の再発防止策等として
反映 
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調査の実績としては、厚生労働省からの

依頼に基づき、労働災害に対応した件数は

平成 29年度は新規に 9件であった 98。 

労働者健康安全機構の労働安全衛生総合

研究所は、災害調査実施後、一定の期間が経

過し公表が可能となった調査内容について

は、同種災害の防止に関する視点から、企業

の秘密や個人情報の保護に留意しつつ、研

究所のホームページで公表している 99。 

実施件数からも明らかなように、災害調

査は、厚生労働大臣の指示が前提となる行

政措置ではあるがが、強制権限の行使でも

あるため、運用は慎重なものとなっている。

そのため、災害予防という制度趣旨に叶っ

ていないのではないかとの疑問が呈されて

いる 100。 

平成 29年度の調査実施件数は、9件、調

査結果等報告 13 件、鑑定等 12 件、労災保

険給付に係る鑑別、鑑定等 7 件、行政機関

依頼調査 1件となっている 101。 

 

11.5.2 機構職員による立入検査等 

厚生労働大臣は、必要があると認めると

きは、機構に、第 94条第 1項の規定による

立入検査（本条第 1 項に規定する調査に係

るものに限る。）を行わせることができる

（本条第 2項）。 

また、厚生労働大臣は、機構に立入検査を

行わせる場合には、機構に対し、当該立入検

査の場所その他必要な事項を示してこれを

実施すべきことを指示するものとする（本

条第 3項）。 

なお、機構は本条第 3 項の指示に従つて

立入検査を行つたときは、その結果を厚生

労働大臣に報告しなければならない（本条

第 4項）。 

実際に、厚生労働大臣が機構の職員にど

の程度立入検査を行わせているかについて

は、公表されていないが、ほとんど立入検査

はなされていないようである。第 3 回職場

における化学物質等の管理のあり方に関す

る検討会リスク評価ワーキンググループ

（令和 2 年 12 月 23 日(水)）での、甲田茂

樹委員による以下の発言がある 102。「今、

第 96 条の 2 の話があったのですけれども、

ちなみに安全衛生研究所の安全も含めてな

のですが、基本的にこの法律を使って入っ

たことというのは、私は研究所に入って 15

年ぐらいですが、実は 1回しかないのです。

あとは全部、説明と同意の繰り返しで、基本

的には資料を送って、最終的に「この現場を

改善しますよ」という形で、こうやったらい

わゆる「健康障害が出ないでしょう」だとか

「ばく露が減りますよ」というようなフォ

ロー付きで入るという形なので、今言われ

たことは多分、非常に企業に入るときに重

要なことだと思っております。」 

 

 

12 第 96条の 3 

12.1 条文 

（（機機構構にに対対すするる命命令令））  

第第 9966 条条のの 33  厚厚生生労労働働大大臣臣はは、、前前条条第第 11

項項にに規規定定すするる調調査査にに係係るる業業務務及及びび同同条条

第第 22 項項にに規規定定すするる立立入入検検査査のの業業務務のの適適

正正なな実実施施をを確確保保すするるたためめ必必要要ががああるるとと

認認めめるるととききはは、、機機構構にに対対しし、、ここれれららのの

業業務務にに関関しし必必要要なな命命令令ををすするるここととががでで

ききるる。。 
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12.2 趣旨 

厚生労働大臣は、労働災害の原因調査、立

入検査の業務の適正な実施を確保するため

必要があると認めるときは、独立行政法人

労働者健康安全機構（機構）に対し、これら

の業務に必要な命令をすることができる。 

 

12.3 沿革 

本条は、「独立行政法人に係る改革を推進

するための厚生労働省関係法律の整備に関

する法律」（平成 18年 3月 31日法律第 25

号）により追加された。 

 

12.4 命令 

厚生労働大臣は、法第 96条の 2第 1項に

規定する調査に係る業務及び同条第 2 項に

規定する立入検査の業務の適正な実施を確

保するため必要があると認めるときは、機

構に対し、これらの業務に関し必要な命令

をすることができる。 

厚生労働大臣が本条に基づき命令するこ

とは現実にはあまりないようであるが、厚

生労働大臣が機構に行わせるとした第 96

条の 2 の災害調査（第 1 項）の内容に不備

があったときや違法な災害調査をしたとき、

立入検査（第 2項）の際に証票を携帯せず、

また関係者に提示しなかったとき（第 4項）、

大臣が指定した立入検査の場所や指示に従

った立入検査をしなかったときなどが考え

られる 103。 

 

13 第 97条 

13.1 条文 

（（労労働働者者のの申申告告））  

第第 9977 条条  労労働働者者はは、、事事業業場場ににここのの法法律律又又

ははここれれにに基基づづくく命命令令のの規規定定にに違違反反すするる

事事実実ががああるるととききはは、、そそのの事事実実をを都都道道府府

県県労労働働局局長長、、労労働働基基準準監監督督署署長長又又はは労労

働働基基準準監監督督官官にに申申告告ししてて是是正正ののたためめ適適

当当なな措措置置ををととるるよよううにに求求めめるるここととががでで

ききるる。。  

２２  事事業業者者はは、、前前項項のの申申告告ををししたたここととをを

理理由由ととししてて、、労労働働者者にに対対しし、、解解雇雇そそのの

他他不不利利益益なな取取扱扱いいををししててははななららなないい。。 

 

13.2 趣旨 

本条は、安衛法又は安衛法に基づき発せ

られる命令違反の事実について、労働者が

労働基準監督官等の行政官庁に申告する権

利を有すること（本条第 1 項）、及び当該

申告をした労働者に対する事業者の不利益

取扱いが禁止されること（本条第 2 項）を

規定し、労基法第 104 条の規定と同様に、

労働者に労働基準監督機関に対する申告権

を保障したものである。 

安衛法等に違反した事実がある場合、監

督機関が迅速的確に是正することが望まし

い。このため、監督機関には臨検をはじめ行

政権限が与えられている。しかし、監督の対

象となる事業場、労働者の数は膨大であり、

監督機関の積極的な監督を待つのみでは実

効性が確保しがたい。なお、「平成 31年・

令和元年労働基準監督年報」によれば、平成

31 年・令和元年度の適用事業場数は

4,120,804 事 業 場 、 適 用 労 働 者 数 は

52,935,178 人で、労働基準監督官数は

3,013人であった。 

本条に定める労働者の申告権は、安衛法

の遵守のために、労働基準監督機関による

監督だけではなく、労働者からの申告によ

って監督機関の権限の発動を促すことによ

って、適正な安全衛生行政の実効性確保の
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ために保障されている。そのため、事業者

が、本条第 2 項の規定に違反して、労働者

に対し、解雇その他の不利益な取り扱いを

した場合には、6 か月以下の懲役または 50

万円以下の罰金に処するという罰則規定を

置いている（法第 119 条第 1号）。 

 

13.3 沿革 

本条は、労働基準法第 104 条の規定と同

じ思想に源を発する。ILOの「労働者保護を

目的とする法令及び規則の実施を確保する

為の監督制度の組織についての一般原則に

関する勧告（第 20号）」19 条は、「労働者

及其の代表者は、其の使用せらるる事業場

に於ける欠点又は法令違反に関し監督官に

自由に通報する為一切の便宜を与へらるべ

きこと。此の種の異議は、監督官に依り遅滞

なく能ふ限り取調べらるべきこと。並該異

議は、監督官に依り絶対に秘密に取扱はる

べく且取調を目的とする臨検が異議の接受

の結果行はるるものなることを使用者又は

其の役員に何等覚知せしむべからざること

を緊要とすること。」と規定している。本条

はこの勧告の趣旨に沿い、労働者からの異

議の通報と迅速な監督の実施及び申告の保

障を定めたものである。 

本条の元となった労基法第 104 条の規定

は、労働者が違反事実を労基署等に申告す

ることができる旨を定めるだけであるが、

安衛法制定時に、本条は、労基署等に申告し

て「是正のため適当な措置をとるように求

めることができる」と改め、労基署等が積極

的に措置をとることを促している 104。 

 

13.4 申告権の内容 

13.4.1 申告の対象事実 

本条にいう申告とは、「行政庁に対する一

定事実の通告」であり、労働者が違反事実を

監督機関に通告することにより、行政上の

権限の発動を促すことを目的としている。 

申告できる事実は本法及び本法に基づい

て発する命令に違反する事実であれば足り、

必ずしも安衛法 115 条の 3 から 120 条に定

める罰則が科される犯罪を構成する事実で

ある必要はなく、本法各条の構成要件に該

当する事実であればよい 105。 

 

13.4.2 申告の主体 

本条に基づく申告ができる主体は「労働

者」である。そのため、労働者と同一の事業

場で同一の危険物を取り扱う一人親方など

の労働者以外の者は、申告することができ

ない。しかし、最高裁は、建設アスベスト神

奈川 1 陣訴訟・最判令 3・5・17 において、

安衛法第 57 条に定める有害物の警告表示

に関して、この規定は労働者以外の者も保

護の対象とすると判示しており、安衛法の

個々の規定の趣旨・目的に応じて申告権の

主体を拡大すべきと解される。 

申告の対象は申告を行う労働者自身に関

する事実である必要はなく、同じ事業場の

他の労働者や他の企業の労働者に関する事

実であってもよい 106。 

この「労働者」に退職者が含まれるか明ら

かではないが、有害物の影響が遅れてしょ

うじるうることを考えると、健康診断不実

施などの申告がある場合には、たとえ退職

者であっても申告を受けるべきであろう。 

 

13.5 申告と労働基準監督官の監督権限の
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発動 

本条にいう申告は、労働基準監督官の監

督権限の発動を促すものであるが、申告を

受けた監督機関は、労働者からの申告があ

ったからといって、それに基づく監督や調

査の実施が義務付けられるわけではない。 

青梅労基署長事件（最三小判昭 57.4.27）

では、「申告は、労働者が労働基準監督官に

対して事業場における同法の違反の事実を

通告するものであるが、同法はその申告を

したことを理由に労働者に不利益な取扱を

してはならない旨を定めるのみで、その申

告の手続きや申告に対応する労働基準監督

官の措置についての別段の規定を設けてい

ないことからして、労働基準監督官の使用

者に対する監督権発動の有力な契機をなす

ものであっても、監督官に対してこれに対

応して調査などの措置をとるべき職務上の

作為義務まで負わせたものと解することは

できない」とした東京高裁判決（昭 56.3.26）

を正当として是認した。 

しかし、すでに本条の沿革において述べ

たとおり、労基法第 104 条の規定と比較し

て、本条は、「是正のため適当な措置をとる

ように求めることができる」としているこ

とに留意が必要である。 

この立法の経緯を踏まえると、申告を受

けて、労基署等が特定の安全衛生措置を講

じるか否かは労働行政の裁量であるとして

も、申告内容が労働者の生命・身体・健康に

重大な侵害が予想されるも場合には、当該

事実に関する調査を実施する義務を課すも

のと解するべきである 107。 

しかし、労基法第 104 条に定める申告が

あった事案であるが、裁判例（八王子労基署

長事件・東京地判平 29・5・12判タ 1474号

222頁）は、労働基準監督官は、労働基準法

第 104 条第 1 項に基づく申告をした者との

関係において、当該申告に対応して調査等

の措置をとるべき職務上の作為義務を負う

ものではないから、申告者は、労働基準監督

官による調査等の措置の不適正を理由に、

国家賠償請求することはできない、として

いる。 

ただし、中央労働基準監督署長（大島町宿

日直許可処分）事件（東京地判平 15.2.1判

例時報 1852 号付録判例評論 544 号 195 頁）

では、法理論的正当性と共に、申告件数の急

増などから労働基準監督官が監督署ごとの

監督官の配置人数等によって設定された業

務計画を超えた業務量に取組んでいるとい

うことを汲み取るべき背景事情として指摘

していることに留意が必要である 

なお、「平成 31年・令和元年労働基準監

督年報」によれば、平成 31年・令和元年度

の申告受理事業場数は 27,471事業場（前年

度繰り越し分含む）であるのに対して、監督

実施事業場数は 19,691事業場であった。 

 

13.6 本条違反の不利益取扱いの効力 

本条第 2 項は強行規定であり、これに違

反する不利益取扱いは、それが解雇等の法

律行為である場合は無効であり、いじめ等

の事実行為である場合は不法行為となる。 

「不利益取扱い」には、解雇、配転、降格、

懲戒などの法律行為のみならず、雇止め、及

び人格的利益の侵害等の精神的苦痛を与え

ることが含まれる 108。 

「申告をしたことを理由として」とは、事

業者の報復的意思の存在を指すというべき

であり、事業者が労働者がなした申告を認

識し、当該労働者に対して報復として不利
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益な取扱いを行う場合を指す。こうした使

用者の報復的意思の存否は、使用者の単な

る表面上の理由にとらわれず、当該不利益

取扱いをするに至った経緯、他の労働者と

の対比等一切の要素を総合的に考慮して判

断しなければならない。なお、不利益取扱い

をする理由が複数競合している場合には、

使用者が当該不利益取扱いをするにあたっ

て、労働者が申告したという事実が決定的

な動機となっている場合をいうと解される

109。 

決定的な動機の有無については、労働委

員会による不当労働行為判断における決定

動機の認定と同様に、間接的な事実から推

認することになる。 

この点に関する裁判例（太洋鉄板事件・東

京地判昭 25.12.28）は以下の通りである。 

太洋鉄板事件は、労働者 X が就業中に熱

傷を負い、その結果身体障害を残存させ、以

前のように労働することが出来なくなった

こと、勤務先 Y が労働基準法所定の災害補

償金を支払っていないことにつき、Xらが、

亀戸労働基準監督署へ申告したところ、同

署は補償決定をした。この後、Yは、「職務

上の命令に不当に反抗し、職場に秩序を乱

し、又は乱そうとしたとき」に当たるとし

て、Xを解雇した。これに対し、Xは、本当

の解雇理由は、労基法違反の事実を監督署

に申告したことにあるとして、当該解雇は

労基法第 104 条第 2 項に違反するとして、

効力停止の仮処分を申請したものである。 

判決は、「本件解雇が亀戸労働基準監督署

の災害補償決定がなされた直後に行われた

こと」、会社代表取締役が X らに、「会社

の機密を外部へ洩らすような者を雇用して

おくわけにはいかないという趣旨の発言を

した」ことが疎明されたことを理由として、

「総合すれば Y の本件解雇の決定的な理由

は X らが、労働基準法に違反する事実を労

働基準監督署に申告したことに判断せざる

をえない」などとして、本件解雇が労働基準

法第 104 条の第 2 項の規定に反するもので

あり、「これらの解雇の意思表示は無効であ

る」としている。 

 

14 第 98条 

14.1 条文 

（（使使用用停停止止命命令令等等））  

第第 9988 条条  都都道道府府県県労労働働局局長長又又はは労労働働基基

準準監監督督署署長長はは、、第第 2200 条条かからら第第 2255 条条まま

でで、、第第 2255 条条のの 22 第第 11 項項、、第第 3300 条条のの 33

第第 11 項項若若ししくくはは第第 44 項項、、第第 3311 条条第第 11

項項、、第第 3311 条条のの 22、、第第 3333 条条第第 11 項項又又はは

第第 3344 条条のの規規定定にに違違反反すするる事事実実ががああるる

ととききはは、、そそのの違違反反ししたた事事業業者者、、注注文文者者、、

機機械械等等貸貸与与者者又又はは建建築築物物貸貸与与者者にに対対

しし、、作作業業のの全全部部又又はは一一部部のの停停止止、、建建設設

物物等等のの全全部部又又はは一一部部のの使使用用のの停停止止又又はは

変変更更そそのの他他労労働働災災害害をを防防止止すするるたためめ必必

要要なな事事項項をを命命ずずるるここととががででききるる。。  

２２  都都道道府府県県労労働働局局長長又又はは労労働働基基準準監監督督

署署長長はは、、前前項項のの規規定定にによよりり命命じじたた事事項項

ににつついいてて必必要要なな事事項項をを労労働働者者、、請請負負人人

又又はは建建築築物物のの貸貸与与をを受受けけてていいるる者者にに命命

ずずるるここととががででききるる。。  

３３  労労働働基基準準監監督督官官はは、、前前 22 項項のの場場合合にに

おおいいてて、、労労働働者者にに急急迫迫ししたた危危険険ががああるる

ととききはは、、ここれれららのの項項のの都都道道府府県県労労働働局局

長長又又はは労労働働基基準準監監督督署署長長のの権権限限をを即即時時

にに行行ううここととががででききるる。。  

４４  都都道道府府県県労労働働局局長長又又はは労労働働基基準準監監督督

署署長長はは、、請請負負契契約約にによよつつてて行行わわれれるる仕仕
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事事ににつついいてて第第一一項項のの規規定定にによよるる命命令令をを

ししたた場場合合ににおおいいてて、、必必要要ががああるるとと認認めめ

るるととききはは、、当当該該仕仕事事のの注注文文者者（（当当該該仕仕

事事がが数数次次のの請請負負契契約約にによよつつてて行行わわれれるる

ととききはは、、当当該該注注文文者者のの請請負負契契約約のの先先次次

ののすすべべててのの請請負負契契約約のの当当事事者者ででああるる注注

文文者者をを含含みみ、、当当該該命命令令をを受受けけたた注注文文者者

をを除除くく。。））にに対対しし、、当当該該違違反反すするる事事実実にに

関関ししてて、、労労働働災災害害をを防防止止すするるたためめ必必要要

なな事事項項ににつついいてて勧勧告告又又はは要要請請をを行行ううここ

ととががででききるる。。  

  

14.2 内容 

14.2.1 趣旨 

本条は、安衛法（上の安全衛生基準）の実

効性を広く確保するために、規定に違反す

る事実がある場合に、行政機関が、違反した

事業者、注文者等に対して、作業の全部又は

一部の停止、建設物の全部又は一部の使用

停止又は変更その他、労働災害を防止する

ための必要な事項を命ずることができるこ

とを規定したものである。 

法令違反は通常監督指導を通じて是正措

置が図られるが、本条は、労働災害防止を未

然に防止するため、違反状態の回復措置が

必要急務であると認められる場合に着目し

て定められた 110。 

その一環として、労働基準監督官が現場

に臨んで急迫した危険があると認めたとき

は、都道府県労働局長又は労働基準監督署

長の権限を即時に行使し、使用停止又は変

更を命じることができるとしたものである

111。 

 

14.2.2 沿革 

工場法は第 13条で、工場及び附属建設物

又は設備が危害を生じ又は衛生風紀その他

公益を害する虞がありと認めるとき、労働

監督機関は、予防又は除害のため、必要な事

項又は使用の停止を命じうることを規定し

ていた。 

旧労働基準法も、その趣旨を受け、第 55

条で、労働者を就業させる事業の建設物、寄

宿舎その他附属建設物若しくは設備または

原料若しくは材料が、安全及び衛生に関し

定められた基準に反する場合においては、

行政官庁は、使用者に対して、その全部又は

一部の使用の停止、変更その他必要な事項

を命じることができると規定していた。 

工場法が工場の新設について監督上必要

な事項を規定することがなく、できあがっ

た建設物、附属建設物等又は設備について

監督規定を設けるに止まったのに対し、旧

労働基準法は、第 54条において、それらの

新設移転又は変更について必要な監督権限

（基準に則して届出させたうえで、必要に

応じ、工事を差し止め、使用を停止させるこ

と）を定めるとともに、これを補う意味で、

工場法第 13 条と趣旨を同じくする第 55 条

を設けた。それは、たとえ、新設、移転、変

更が安全衛生基準に適合し、適法に行われ

た建設設備等であっても、その後の変化に

より安全衛生基準に違反する状態に陥るこ

とがあるので、こうした場合に対処するに

は、使用停止命令等による行政監督が必要

だと考えられたからである 112。 

その後、労働安全衛生法が労働基準法か

ら独立分離したときに、旧労基法第 55条の

趣旨は、現在の第 98条に引き継がれた。 
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14.2.3 都道府県労働局長等の使用停止等

命令 

14.2.3.1 使用停止等命令の発出要件  

都道府県労働局長又は労働基準監督署長

が、事業者、注文者、機械等貸与者又は建設

物貸与者に対して、本条により使用停止等

を命ずることができるのは、本条に列挙さ

れた条文の規定に違反する事実がある場合

である。法第 99条による使用停止命令等が、

法令違反がない場合であっても、発出でき

るのとは異なっている。 

本条は、次の場合に、都道府県労働局長又

は労働基準監督署長が、関係者に対して、作

業の全部又は一部の停止、建設物等の全部

又は一部の使用の停止又は変更その他、労

働災害を防止するため必要な事項を命じる

ことができることを規定している。 

① 法第 20条（機械設備、爆発物等による

危険の防止義務）、法第 21条（掘削・

墜落等による危険の防止義務）、第 22

条（健康障害防止義務）、第 23条（通

路等の保全、換気、採光等の必要な措

置）、第 24条（作業行動について必要

な措置）、第 25条（危険急迫時の作業

中止、退避等）の規定により事業者が講

ずべき危害防止のための措置が講じら

れていない事実がある場合、 

② 法第 25 条の 2第 1項（爆発・火災等に

よる労働者の救護措置）又は第 30条の

3 第 1 項（特定元方事業者等の講ずべ

き措置）若しくは第 4 項の規定により

事業者、元方事業者等が講ずべき救護

に関する措置が講じられていない事実

がある場合、 

③ 特定事業の仕事を自ら行う注文者（他

者に仕事を請け負わせているが、丸投

げせず、自らも仕事を行う者。他者に丸

投げする者を含まない点で（特定）元方

事業者とは異なる場合があり、他者か

ら仕事を請け負う者も含む点で、発注

者とは異なる。ただし、法第 31条第 1

項の措置義務は、第 2 項によって、最

も先次の注文者のみに課されているの

で、その点では（特定）元方事業者と似

ている）で、建設物等を当該仕事を行う

場所においてその請負人の労働者に使

用させるものが、当該建設物等につい

て、法第 31条第 1項の規定により当該

労働者の労働災害を防止するため講ず

べき必要な措置が講じられていない事

実がある場合、 

④ 法第 33条第 1項の規定により機械等の

貸与を受けた事業者の事業場において、

機械等貸与者が、当該機械等による労

働災害を防止するため講ずべき必要な

措置が講じられていない事実がある場

合 

⑤ 法第 34 条の規定により建築物貸与者

が、当該建築物の貸与を受けた事業者

の事業に係る当該建築物による労働災

害を防止するため講ずべき必要な措置

が講じられていない事実がある場合 

前記①から⑤までに記されているような

場合には、事業者、元方事業者、注文者、機

械等貸与者又は建築物貸与者が法令違反の

状態にあることになるが、これをたんに事

後的に刑罰権の行使をもって処罰するだけ

ではなく、労働災害を未然に防止するため、

危険な法令違反の状態を直ちに解消させよ

うとするものである 113。 

命令の発出は、上記の各規定の定める安

全衛生措置の不履行を要件としているが、

－2185－



分担研究報告書（鎌田・田中） 

62 

安全衛生措置義務がどのような場合に発生

するかについては議論がある。 

例えば、事業者に対して労働者の墜落防

止措置の義務を定めた労働安全衛生法第 21

条第 2 項及び安衛則第 518 条は、高さが 2

メートル以上という要件以外に墜落により

労働者に危険が及ぼすおそれがあることを

も要件としているから、具体的な危険の存

在を必要としていると解すべきで、具体的

に落下場所の模様、高度、当該労働者の年齢

技量等を総合的に判断して墜落により労働

者に危険が及ぶおそれがある場合でなけれ

ば事業者に安全措置義務が発生しないとす

る主張があり得る 114。 

これに対して、裁判例は、「労働安全衛生

法規の定めは、労働災害の危険性をあらか

じめ除去し軽減させ又は危険が生じないこ

とを直接の目的として、労働災害の危険そ

のものを事前に個別定型的にとらえ、これ

に対する災害防止措置の基準を示して、事

業者にその安全措置を講じさせ、もって労

働者の安全を確保せんとしていると解すべ

きであるから、右規則 518 条にいう墜落に

より労働者に危険が及ぼすおそれという点

についてもその蓋然性まで要求されておら

ず、その可能性が認められることで足りる」

としている（広島簡裁・昭和 56 年 4月 9日

判例集未公開）。 

確かに、安衛法の条文は、安全衛生措置義

務の発生について、一定の客観的要件と共

に「危険が及ぼすおそれ」などの要件を加え

ており、当該具体的状況において具体的な

危険の存在を立証する必要があるかのよう

に読める。 

しかしながら、安衛則の規定は、危険の内

容を個別具体的に定めて安全衛生措置の履

行を求めているから、上記裁判例がいうよ

うに、労働災害の危険そのものを事前に個

別定型的にとらえ、これに対する災害防止

措置義務が発生する要件示したものと解す

るべきであろう。 

しかしながら、安衛則の規定に定めた要

件を充足する場合のみ安全衛生措置が発生

すると考えると、技術革新により新たな危

険が発生する現代において、労働災害の防

止という観点から、安衛法の適用範囲を不

当に狭めることになる。そこで、前回報告書

は、「政省令側での定め方に一定の抽象性を

持たせ、危険が窺われる場合には、事業者側

に安全性の証明責任を課す、専門官による

判定を行うなどの手続き面での規定により、

要件を個別的に特定していく必要がある」

と指摘している 115。 

 

14.2.3.2 使用停止等命令の内容 

使用停止等の処分は、建設物等が安全又

は衛生に関する基準に反する場合に、専ら

労働災害予防の見地から当該危険性を除去

ないし回避するために必要な措置を関係事

業者、安衛法第 31条の注文者等に命じるも

のである。 

したがって、使用停止命令を発するに当

たって個々の事案の具体的な状況と、当該

危険性に即して具体的に適切な内容の措置

が要請される。 

これらの処分の種類（類型）については、

本条では作業の停止、建設物等の使用の停

止及び変更のほか、その他労働災害を防止

するため必要な事項と規定しているが、「そ

の他」の措置として、産業関係者からの聴取

からは、危険な場所への立入禁止を命じた

例が確認された。 
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都道府県労働局長等が命じうるのは、「作

業の全部又は一部の停止、建設物等の全部

又は一部の使用の停止又は変更その他労働

災害を防止するため必要な事項」に限られ

る。 

使用停止措置等の処分の具体的内容は、

上記法違反の個別具体的状況に応じて様々

である。 

産業関係者へのヒアリングによると、具

体的には、製造業において機械の歯車等の

可動部がむき出しになっている場合に当該

部分に覆い等を設けるよう命じた例や、建

設業において本足場の作業床に手すりが設

けられていない場合に労働者の作業を停止

した上で手すりを設けるよう命じた例が確

認された。 

使用停止等命令に際しては、事業者等に

対し、「命令の対象物件等」、「違反法令」

を記載して違反事実を明示し、違反法令ご

とにそれぞれ「命令の内容」及び「命令の期

間又は期日」を記載した書面（図 7「使用停

止等命令書（見本）」を参照されたい）が交

付されている。 

是正がなされるべき期間・期日までに命

令内容が履行されない場合は、送検手続を

とることができる。この命令後に、違反状態

が是正された場合、事業者は、その旨を報告

しなければならない。 

 

14.2.4 労働基準監督官の権限行使 

本条第 3 項は、法令違反の事実があるこ

とにより、労働者に急迫した危険があると

きは、労働基準監督署官は、自ら使用停止等

の権限を即時に行使することができると規

定している。 

都道府県労働局長等の使用停止命令等の

権限行使の要件である違法状態は、新設、移

転等に際しての机上の審査により判明する

ものではなく、監督官が現場に臨んで発見

する場合が多く、しかも場合によっては事

態が急迫し捨て置きがたいこともあるので、

労働基準監督官に即時執行権を認めること

とされた 116。 

「労働者に急迫した危険があるとき」と

は、労働災害の発生の危険が目前に迫って

おり、放置すれば労働者の生命自体に危害

が及ぶことが予想されるような状態、すな

わち、第 1 項又は第 2 項の規定による都道

府県労働局長等の権限行使を待っていられ

ないほど事態が急迫しているような場合を

いう 117。 

 

14.2.5 都道府県労働局長等の権限行使と

裁量 

労働監督機関は、事業者が本条にもとづ

き所定の規定に違反するとき、その権限を

行使し、使用停止命令等を発する義務を負

うのか、議論があるところである。 

大東マンガン事件・大阪高判昭 60・12・

23判例時報 1178 号 27頁は、マンガンの粉

じん等が飛散する工程で就業していてマン

ガン中毒等に罹患したのは、事業者による

従前からの関連法令違反があり、労働者の

生命身体健康が侵される危険を認識し得た

のに、臨検、指導勧告等、適切な監督措置を

講じなかったことによるとして、国の国家

賠償責任を問うた事案について判断した。 

判決は、労働基準監督行政は使用者の安

全衛生ないし労災防止義務の履行を確実な

らしめるために行政的監督を行うものであ

り、監督機関による監督権限は使用者に対
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して行使され、労働者に対して行使される

ものでなく、監督機関が労働者に対して直

接的に責任を負うものでなく、権限の行使

も監督機関の裁量に委ねられているとした。 

しかしながら、裁判例は、権限行使はすべ

て都道府県労働局長の裁量に委ねられてい

るわけではなく、「右権限の行使は個別、具

体的な事業場につき当該事業場の労働者保

護を目的としてなされることに鑑みると、

監督機関が具体的事案について右権限の行

使・不行使について著しく合理性を欠く場

合においては、当該労働者との関係で違法

であり、国家賠償責任の生じる場合がない

とはいえない。」としたうえで、「上記説示

の労働基準監督行政の目的、性質並びに監

督機関、使用者及び労働者の関係からして、

少なくとも当該事業場につき労働者に対し

切迫した重大な危険の発生が予見され、監

督機関の監督権限行使以外の方法によつて

は危険の発生を防止できず、かつ右権限の

行使によつて危険の発生を防止することが

可能であるのに、監督機関が右権限を行使

しなかつた場合にこれを認めるべきである

ということができよう。」としている。 

こうした国賠法違反に対する判断枠組み

は、労働行政の裁量を広く認めたうえで、権

限濫用となる要件をかなり厳格に捉えたも

のといえる。 

  

14.2.6 注文者に対する勧告又は要請 

請負契約によって行われる工事の施工中

に本法の規定に違反した事実がある場合で、

本条第 1 項による命令をした場合、都道府

県労働局長等は、必要であると認めたとき、 

当該仕事の注文者（当該仕事が数次の請負

契約によって行われるときは、当該注文者

の請負契約の先次のすべての請負契約の当

事者である注文者を含み、当該命令を受け

た注文者を除く。）に対し、当該違反する事

実に関して、労働災害を防止するため必要

な事項について勧告又は要請を行うことが

できる。 

安衛法は、事業者にとどまらず、危険有害

物質の製造者、流通者、注文者等に対しても

リスクを最小化するために労災防止の観点

から一定の措置義務を課している。こうし

た考え方は、リスクを創出しかつ容易にリ

スク管理できる者に対して災害防止の責任

を課すという考え（いわゆる「リスク創出者

管理責任」）に基づくものと解することがで

きる。本条もこうした考えをふまえたもの

といえる 118。 

ただし、注文者は労働者に対して直接指

揮命令を行うことができないので、本条は、

安衛法上問題になるような発注条件を附さ

ないよう留意することなど、労災防止に関

する事項について必要な勧告又は要請を行

うことができる、と規定した。 

昭和 63 年 9 月 16 日基発第 601 号の 1 で

は、発注者等に対する勧告又は要請(第 88

条第 8項（現行では 7項）及び第 98条第 4

項)について次のとおり通達されている。す

なわち、 

① 第 88条第 8項（現行第 7項）又は第 98

条第 4 項に基づく勧告又は要請は、当該

仕事の発注者(第 98 条第 4 項の場合にあ

つては、注文者)が労働安全衛生法違反を

惹起させる条件を付していることを理由

に行うこととしているものであり、した

がつて設計図面において同法違反となる

事項が明示されている場合等に行うもの

であること。 
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② 第 88条第 8項の「労働災害の防止に関

する事項」及び第 98条第 4項の「労働災

害を防止するため必要な事項」には、命令

に基づく事業者の改善措置が迅速に講ぜ

られるよう配慮すること、今後、労働安全

衛生法違反を惹起させる条件を付さない

よう留意すること等があること。 

 

14.2.7 使用停止等命令違反に対する罰則 

 本条の使用停止等命令を受けたにもかか

わらず、なんらの必要な措置をもとらない

場合、119条の罰則が適用される。複数回使

用停止等命令をうけたにもかかわらず、必

要な措置をなんらとらずに災害が発生した

ため即時送検された事例がある。 

 この事例は、安全措置を講じることなく

不安全な状態のまま作業者をプレス作業に

従事させていたが、は単品の穴あけ加工を

行っていた作業員が、左手人差し指を第 1

関節から切断した事例である。プレス機械

は旧式のクランクプレスが多く、安全装置

も両手操作式と手払い式のものが中心で、

安全囲いも設置されていなかった。 

同事業場では、過去 5 年間に当該災害を

含めて 5 件のプレス災害を発生させており、

3回にわたって使用停止命令を受けていた。

労基署は過去の状況からみて悪質であり、

このままでは災害の再発する可能性がある

ことから、工場の安全管理の責任者である

工場長と、法人 A 社を安衛法違反の疑いで

送検した 119。  

 

15 第 99条 

15.1 条文 

（（使使用用停停止止命命令令等等 22））  

第第 9999 条条  都都道道府府県県労労働働局局長長又又はは労労働働基基

準準監監督督署署長長はは、、前前条条第第一一項項のの場場合合以以外外

のの場場合合ににおおいいてて、、労労働働災災害害発発生生のの急急迫迫

ししたた危危険険ががあありり、、かかつつ、、緊緊急急のの必必要要がが

ああるるととききはは、、必必要要なな限限度度ににおおいいてて、、事事

業業者者にに対対しし、、作作業業のの全全部部又又はは一一部部のの一一

時時停停止止、、建建設設物物等等のの全全部部又又はは一一部部のの使使

用用のの一一時時停停止止そそのの他他当当該該労労働働災災害害をを防防

止止すするるたためめ必必要要なな応応急急のの措措置置をを講講ずずるる

ここととをを命命ずずるるここととががででききるる。。  

２２  都都道道府府県県労労働働局局長長又又はは労労働働基基準準監監督督

署署長長はは、、前前項項のの規規定定にによよりり命命じじたた事事項項

ににつついいてて必必要要なな事事項項をを労労働働者者にに命命ずずるる

ここととががででききるる。。  

 

15.2 内容 

15.3 趣旨 

本条は、前条第 1 項の場合以外の場合、

すなわち、法令違反が認められない場合又

は法令違反の断定ができない場合において

も、「労働災害発生の急迫した危険があり、

かつ、緊急の必要があるときは」、労働災害

を防止するために、事業者に対して、必要な

限度で、作業の全部又は一部の一部停止、建

築物等の全部又は一部の使用の停止の措置

を命じることができる旨を規定している。

すなわち、第 98条の使用停止命令は、法違

反を要件として都道府県労働局長又は労基

署長が権限を行使できることから、命令を

発する要件が限られているのに対して、本

条の命令は、労働災害発生の急迫した危険

がありかつ緊急の必要があるときという要

件があるとはいえ、法違反を要件としてい

ない。 

本条に基づく命令は緊急措置命令と呼ば

れる。 
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15.4 沿革 

本条に相当する規定としては、1964年に

成立した労働災害防止団体等に関する法律

（安衛法施行時に「労働災害防止団体法」に

改題。以下「災防法」という。）第 61条が

設けられていた 120。 

旧災防法第 61条第 1項は、「都道府県労

働局長は、労働基準法第 55 条第 1項に規定

する場合以外の場合において、労働災害発

生の急迫した危険があり、かつ、緊急の必要

があるときは、必要な限度において、作業の

全部又は一部を一時停止すること、建築物

等の全部又は一部の使用を一時停止するこ

とその他当該労働災害の発生を防止するた

め必要な応急の措置を講ずることを命ずる

ことができる。」と規定していた。 

こうした規定を設けた趣旨は、労働災害

の防止は、労働者の生命、身体にかかわる重

大な問題であることから建築物、設備又は

原材料が安全及び衛生に関し定められた労

働基準法第 55条第 1項に反していない場合

であっても、「労働災害の急迫した危険があ

り、かつ、緊急の必要があるときは、必要な

限度において」都道府県労働局長が作業停

止その他応急の質を講ずることができるよ

うにする点にある 121。 

旧災防法の規定はその後の改正により削

除され、安衛法第 99条に同じものが規定さ

れた。 

 

15.5 緊急措置命令の発出要件 

本条に定める「労働災害発生の急迫した

危険があり、かつ、緊急の必要があるとき

は」とは、労働災害の発生の危険が目前に迫

っており、放置すれば労働者の生命自体に

危害が及ぶことが予想されるような状態で、

かつ、労働災害の発生を防止するための措

置を直ちに講じなければならない場合をい

う。 

急迫の場合とは、具体的には、可燃性のガ

スが多量に存在し、爆発の危険のある濃度

に達しているとき又は達するおそれがある

ときなど、生命の急迫した危険がある場合

などをいう。 

 

15.6 本条に定める使用停止命令の内容 

都道府県労働局長又は労働基準監督署長

は、必要な限度で命令することができる。こ

の場合、都道府県労働局長等が命じうるの

は、作業の一時停止等又は建築物等の使用

の一時停止その他労働災害を防止するため

必要な応急の措置を講じることである。 

これは、本条が、労働災害発生の現実の差

し迫った危険を取り除き、又は回避するこ

とを目的としており、労働災害の防止のた

めの根本的な是正措置については、安衛則

その他の規則の定めるところにより実施さ

れるべきだからである 122。 

こうした緊急の必要がある場合の措置命

令を「緊急措置命令」といい、「緊急措置命

令書」を事業者に交付する。緊急措置命令書

については、図 8「緊急措置命令書（見本）」

を参照されたい。 

緊急措置命令の実態を明らかにすること

は容易ではないが、雪崩等の自然災害の急

迫した危険がある場合に発出された例があ

る。また、例えば工場で危険有害物質が漏出

している場合で、それに隣接する場所に事

業場を有する他の事業者に対して避難措置

等を命じるときには、通常は当該他の事業

者には安衛法違反が認められないことから、
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第 98 条ではなく本条による措置を行うこ

とになると考えられる。 

 

15.7 本条の運用の実際 

本条に定める緊急措置命令は、法違反が

ない場合であっても、必要な限度において

作業の停止等を命ずるものとされる。その

意味では、労働基準監督官の自主的な判断

による行使が法令上は認められているが、

行使は災害発生の急迫した危険があり、か

つ、緊急の必要性があるとき限られ、行使の

要件及び行使の内容においても厳しく制限

されている。その結果、労働基準監督年報に

よれば、緊急措置命令の発出件数は少なく、

労働行政の関係者によれば、これを行使し

た実例はほとんど見当たらないのが実態で

ある 123。 

 

16 第 99条の 2 

16.1 条文 

（（講講習習のの指指示示））  

第第 9999 条条のの 22  都都道道府府県県労労働働局局長長はは、、労労働働

災災害害がが発発生生ししたた場場合合ににおおいいてて、、そそのの再再

発発をを防防止止すするるたためめ必必要要ががああるるとと認認めめるる

ととききはは、、当当該該労労働働災災害害にに係係るる事事業業者者にに

対対しし、、期期間間をを定定めめてて、、当当該該労労働働災災害害がが

発発生生ししたた事事業業場場のの総総括括安安全全衛衛生生管管理理

者者、、安安全全管管理理者者、、衛衛生生管管理理者者、、統統括括安安

全全衛衛生生責責任任者者そそのの他他労労働働災災害害のの防防止止のの

たためめのの業業務務にに従従事事すするる者者（（次次項項ににおおいい

てて「「労労働働災災害害防防止止業業務務従従事事者者」」とといいうう。。））

にに都都道道府府県県労労働働局局長長のの指指定定すするる者者がが行行

うう講講習習をを受受けけささせせるるよようう指指示示すするるこことと

ががででききるる。。  

２２  前前項項のの規規定定にによよるる指指示示をを受受けけたた事事業業

者者はは、、労労働働災災害害防防止止業業務務従従事事者者にに同同項項

のの講講習習をを受受けけささせせななけけれればばななららなないい。。  

３３  前前 22 項項にに定定めめるるももののののほほかか、、講講習習のの

科科目目そそのの他他第第 11 項項のの講講習習ににつついいてて必必要要

なな事事項項はは、、厚厚生生労労働働省省令令でで定定めめるる。。 

 

16.2 趣旨 

本条は、都道府県労働局長が、労働災害が

発生した事業場の事業者に対して、その事

業場の総括安全衛生管理者、安全管理者、衛

生管理者、統括安全衛生責任者その他労働

災害の防止のための業務に従事する者（次

項において「労働災害防止業務従事者」とい

う）。 

このような規定が置かれた理由は、労働

災害の発生状況からみて、無災害を長く続

ける事業者がある一方で、災害を繰り返し

発生させる事業場があり、各事業場の労働

災害防止業務従事者の安全意識が十分でな

いことなど安全衛生管理体制に問題がある

場合が多いからである。 

 

16.3 内容 

16.3.1 講習の指示 

都道府県労働局長は、次のような労働災

害発生事業場に対して、期間を定めて、指定

する機関（指定講習機関）が行う講習を労働

災害防止業務従事者に受講させるよう指示

する。 

①死亡災害発生事業所 

②重大災害発生事業所 

③災害多発事業所 

事業者は、この指示を受けた場合には、指

示された期間内に、事業場の労働災害発防

止業務従事者に講習を受けさせなければな
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らない。また、事業主は、自らが労働災害発

防止業務を担当している場合には、事業主

が自ら受講することになる。なお、事業主と

は、経営主体のことであり、事業者とは、経

営主体及びそれと一体の者を含めたものを

いう。 

講習を修了した者に対しては、指定講習

機関が「労働災害防止業務従事者講習修了

証」（様式第 10号）を交付することとされ

ている（登録者令第 70条第 2項）。 

 

16.3.2 講習の内容 

労働災害防止業務従事者に対する講習科

目は、次のとおりである（登録省令第 70条

第 2 項）。なお、これらの講習科目につい

ては、総括安全衛生管理者、安全管理者、統

括安全衛生責任者ごとに、講習科目の範囲

と時間が示されている（平成 21 年厚生労働

省告示第 143 号）。なお、本講習の趣旨が、

労働災害の再発防止にあることより衛生管

理者を受講対象者とはしていない。 

①事業場の安全衛生に関する管理に係る

問題点及びその対策 

②事業場の安全衛生に関する管理の方法 

③安全衛生関係法令 

④労働災害の事例及びその防止対策 

 

17 第 99条の 3 

17.1 条文 

第第 9999 条条のの 33  都都道道府府県県労労働働局局長長はは、、第第 6611

条条第第 11 項項のの規規定定にによよりり同同項項にに規規定定すするる

業業務務にに就就くくここととががででききるる者者がが、、当当該該業業

務務ににつついいてて、、ここのの法法律律又又ははここれれにに基基づづ

くく命命令令のの規規定定にに違違反反ししてて労労働働災災害害をを発発

生生ささせせたた場場合合ににおおいいてて、、そそのの再再発発をを防防

止止すするるたためめ必必要要ががああるるとと認認めめるるとときき

はは、、そそのの者者にに対対しし、、期期間間をを定定めめてて、、都都

道道府府県県労労働働局局長長のの指指定定すするる者者がが行行うう講講

習習をを受受けけるるよようう指指示示すするるここととががでできき

るる。。  

２２  前前条条第第 33 項項のの規規定定はは、、前前項項のの講講習習にに

つついいてて準準用用すするる。。  

 

17.2 趣旨 

本法は、第 61条第 1項で、クレーンの運

転その他の就業制限業務とその業務に就く

ことができる資格者を規定しているが、本

条では、そうした資格者が、当該業務につい

て、この法律またはこれに基づく命令の規

定に違反して労働災害を発生させた場合に、

その再発を防止するために、その者に対し、

期間を定めて、都道府県労働局長の指定す

る者が行う講習を受けるよう指示すること

ができることを定めたものである。 

 

17.3 内容 

17.3.1 講習の指示 

都道府県労働局長は、就業制限業務従事

者に対して、期間を定めて、都道府県労働局

長が指定する機関（指定講習機関）が行う講

習を受講させるよう指示する。この指示を

受けた就業制限業務従事者は、指示された

期間内に指定講習機関が行う講習を受講し

なければならない。講習を修了した者に対

しては、指定講習機関が「就業制限業務従事

者講習修了書」（様式第 11号）（下図参照）

を交付することとされている（登録省令第

83条第 3号）。 
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17.3.2 講習機関の指定 

本条第 1 項の指定は、次の各号に掲げる

者の区分に応じて定める同項の講習を行お

うとする者（法人に限る。）の申請により行

う（登録省令第 82 条第 1 項）。すなわち、 

① 登録省令第 26条第 6号の業務に就くこ

とができる者（クレーン運転士等に対

する講習） 

② 登録省令第 20条第 7号の業務に就くこ

とができる者（移動式クレーン運転士

等に対する講習） 

③ 登録省令第 20 条第 12 号の業務に就く

ことができる者（車両系建設機械運転

業務従事者に対する講習） 

④ 登録省令第 20 条第 16 号の業務に就く

ことができる者（玉掛業務従事者に対

する講習） 

指定を受けようとする者は、次の事項を

記載した申請書を、当該者がクレーン運転

士等に対する講習、移動式クレーン運転士

等に対する講習、車両系建設機械運転業務

従事者に対する講習又は玉掛業務従事者に

対する講習（「就業制限業務従事者講習」）

を行おうとする場所を管轄する都道府県労

働局長に提出しなければならない（登録省

令第 82条第 2項）。 

① 名称及び住所 

② 就業制限業務従事者講習の業務を行お

うとする事務所の名称及び所在地 

③ クレーン運転士等に対する講習、移動

式クレーン運転士等に対する講習、車

両系建設機械運転業務従事者に対する

講習又は玉掛業務従事者に対する講習

の別 

④ 就業制限業務従事者講習を開始しよう

とする年月日 

 

17.3.3 講習の内容 

就業制限業務従事者に対する講習科目は、

次のとおりである（登録省令第 83条第 1項

第 3号）。なお、時間が示されている。 

① 就業制限業務機械等の構造 

② 就業制限業務機械等に係る安全装置等

の機能 

③ 就業制限業務機械等の保守管理 

④ 就業制限業務機械等に係る作業の方法 

⑤ 安全衛生関係法令 

⑥ 労働働災害の事例及びその防止対策 

 

18 第 100条 

18.1 条文 

（（報報告告等等））  

第第 110000 条条  厚厚生生労労働働大大臣臣、、都都道道府府県県労労働働

局局長長又又はは労労働働基基準準監監督督署署長長はは、、ここのの法法

律律をを施施行行すするるたためめ必必要要ががああるるとと認認めめるる

ととききはは、、厚厚生生労労働働省省令令でで定定めめるるととこころろ

にによよりり、、事事業業者者、、労労働働者者、、機機械械等等貸貸与与

者者、、建建築築物物貸貸与与者者又又ははココンンササルルタタンントト

にに対対しし、、必必要要なな事事項項をを報報告告ささせせ、、又又はは

出出頭頭をを命命ずずるるここととががででききるる。。  

２２  厚厚生生労労働働大大臣臣、、都都道道府府県県労労働働局局長長又又

はは労労働働基基準準監監督督署署長長はは、、ここのの法法律律をを施施

行行すするるたためめ必必要要ががああるるとと認認めめるるとときき

はは、、厚厚生生労労働働省省令令でで定定めめるるととこころろにによよ

りり、、登登録録製製造造時時等等検検査査機機関関等等にに対対しし、、
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必必要要なな事事項項をを報報告告ささせせるるここととががでできき

るる。。  

３３  労労働働基基準準監監督督官官はは、、ここのの法法律律をを施施行行

すするるたためめ必必要要ががああるるとと認認めめるるととききはは、、

事事業業者者又又はは労労働働者者にに対対しし、、必必要要なな事事項項

をを報報告告ささせせ、、又又はは出出頭頭をを命命ずずるるここととがが

ででききるる。。  

  

18.2 趣旨 

本条は、厚生労働大臣、都道府県労働局長

または労働基準監督署長は、この法律を施

行するにあたり必要があるときに、厚生労

働省令で定めるところにより、事業者、労働

者、機械等貸与者、建築物貸与者またはコン

サルタントに対し、必要な事項を報告させ、

又は出頭を命じることができることを定め

ている（第 1項）。 

また、登録時検査機関に対しても、必要な

事項を報告させることができる（第 2項）。

さらに、労働基準監督署長だけでなく、労働

基準監督官も、必要があると認めるときは、

事業者又は労働者に対し、必要な事項を報

告させ、又は出頭を命ずることができると

規定している（第 3項）。 

本条に基づく報告は、定型的報告と必要

に応じて報告が求められる個別報告（安衛

則第 98条）に大別され 124、前者の種類は多

岐にわたるが、とりわけ、労働者死傷病報告

は、行政機関の災害調査の端緒、引いては、

統計データ活用により、労災統計から労災

予防への応用が可能 125であるため、労災防

止にとって重要な役割を果たしている。 

また、本条に定める報告等には、労働者死

傷病報告など事故の結果、健康診断結果な

どの過去の事実に関する報告にとどまらず、

石綿障害予防規則第 5 条に定める作業届の

ような届出、さらに、有機溶剤中毒予防規則

第 4条に定める認定の申請書も含む 126。 

なお、労働基準監督官の権限は、本法を施

行するに際し必要な行政上の監督指導を行

うために認められているものであって、司

法警察員としての犯罪捜査を行うために認

められているものではないことは言うまで

でもない。 

 

18.3 沿革 

工場法では災害（同法施行規則第 26 条。

疾病・負傷・死亡等の届出義務に違反がある

場合の処罰規定）及び扶助（同第 26条の 2）

に関する事項のほかは報告義務を規定して

いなかった。実際上は、工場法が警察によっ

て運用されていた関係から警察命令で各種

の報告が要求されていた。 

労働基準法の制定によって、法律の運用

が労働省に委ねられたため、制定時の労働

基準法第 110条（現行第 104条の 2）は、必

要があるとき使用者及び労働者に対して報

告又は出頭を要求できるとする一般的規定

を設けた 127。 

そして、昭和 22 年の同法施行規則第 58

条第 2 号は、事業場又は寄宿舎その他附属

施設内における事故が発生したとき、所轄

労働基準監督署長に報告することを義務付

けている。上記事故としては、例えば、火災

又は爆発の事故、一時に 3人以上の埋没者、

死傷者が発生した崩壊又は落盤の事故、一

時に 5 人以上の死傷者が発生した事故があ

げられていた。 

安衛法が制定されたとき、報告（死傷病報

告を含む）を求める行政主体として、厚生労

働大臣、都道府県労働局長が加えられ、義務

主体も、事業者、労働者とされた。 
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その後の法改正により、報告の義務主体

には、機械等貸与者、建築物貸与者、コンサ

ルタントが加えられた。 

 

18.4 報告すべき内容 

18.4.1 報告すべき事項 

本条第 1 項は「厚生労働省令で定めると

ころにより」とある通り、安衛則やその他の

各種規則で報告すべきものを定めている。 

本条第 1 項で定める報告すべき事項は、

安衛則その他規則で届出すべき事項も含ま

れる。例えば、石綿則第 5 条では、石綿が

吹き付けられているビルなどの建築物の解

体作業を行う事業者は、所定様式による届

書に当該作業に係る解体等対象建築物等の

概要を示す図面を添えて、所轄労働基準監

督署長に提出しなければならないと規定し

ている。これを怠った事業者は、本条違反と

して罰則の適用がある。実際、石綿則第 5条

に違反して作業届を提出しなかった事例に

おいて、労基署が本条違反を根拠に送検し

た事例がある。 

労働行政は、本条における報告と届出を

区別していないようにみえる。しかし、報告

は事故報告にみられるように、生じた事実

を事後に報告するものであるが、届出は予

め提出させ審査を行うことを想定させる。

実際、法第 88 条が定める計画届は届出の後、

審査を行うことを前提にしたものであり、

届出の不履行については法第 120 条第 1 号

により処罰される。令和 2 年安衛則改正に

より、石綿の吹き付けられている建築物等

の解体作業の一部については法第 88条第 2

項による届出が義務付けられている。報告

と届出にはニュアンスの違いがあることを

考えると、届出に罰則を適用するためには

別途の規定を設けることも検討すべきであ

ろう。 

以下では、報告の義務主体、安衛則その他

規則に基づく報告事項を挙げた上で、とく

に、重要な報告である事故報告書、選任報

告、健康診断結果報告書、労働者死傷病報告

について報告義務の内容を詳述する。 

 

18.4.1.1 報告の義務主体 

報告の義務主体は事業者（特定元方事業

者を含む）、労働者、機械等貸与者、建築物

貸与者、コンサルタント（以上法第 100 条

第 1 項）、登録製造時等検査機関等（登録

性能検査機関、登録型式検定機関、検査業

者）である。 

以下、安衛則に基づく報告の義務主体毎

に主な報告事項をあげる。なお、安衛則に基

づく報告事項の詳細及び安衛則以外の報告

事項については、18.4.1.2に挙げるものを

参照されたい。 

 

⑴  事業者が報告すべき場合 

 事業者が報告すべき場合として、法令は

様々な場合を指定している。主な場合は、総

括安全衛生管理者を選任した場合（第 2 条

第 2項）、安全管理者を選任した場合（第 4

条第 2項）、衛生管理者を選任した場合（第

7条第 2項）、産業医を選任した場合（第 13

条第 2 項）、指定事業場における安全衛生

教育計画及び実施計画報告（第 40条の 3）、

常時 50 人以上の労働者を使用する事業者

が、定期の健康診断を行った場合（第 52条）、

有害物ばく露作業報告（第 95条の 6）、事

故報告書（第 96条）、労働者死傷病報告（第

97条）、計画届免除認定を受けた事業者に

係る実施状況の報告（第 87条の 7）である。 
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⑵  登録製造時検査機関が報告すべき場

合 

本条第 2 項は、個性労働大臣、都道府県

労働局長又は労働基準監督署長は、この法

律の施行に必要な事項について、登録製造

時等検査機関等に対し報告させることがで

きる、と規定している。 

登録製造時等検査機関等には、登録性能

検査機関、登録型式検査機関、検査業者が含

まれる。 

安衛法第 53条の 3に定める登録性能検査

機関は、性能検査の結果について、当該性能

検査を行った月の翌月末日まで、登録性能

検査報告書を管轄の労基署長に提出しなけ

ればならない（機関則第 9条） 

安衛法第 54条の 4に定める登録型式検定

機関は、毎事業年度において六ヶ月に 1回、

その期間内に行った型式検定の結果につい

て、型式検定に合格した機械等に係る申請

者の氏名並びに当該型式検定対象機械等の

種類、型式、性能、型式検定を行った年月日

及び型式検定合格番号などを厚生労働大臣

に報告しなければならない（機関則第 19条

の 10）。 

 

⑶  検査業者が報告すべき場合 

安衛法第 45 条第 2項の規定により、事業

者は、動力により駆動されるプレス機械、フ

ォークリフト等について 1 年以内毎に 1 回

定期に行われる自主検査を、第 54 条の 3第

1 項の登録を受けた検査業者に実施させな

ければならない。当該検査業者は、特定自主

検査の業務に関する規程を変更した場合、

遅滞なく都道府県労働局長に報告しなけれ

ばならない（機関則第 19条の 19）。 

 

⑷ その他 

その他、指定試験機関、指定コンサルタン

ト試験機関、指定登録機関に対しても所定

の報告義務を課している。 

 

 

18.4.1.2 安衛則その他規則に基づく報告事

項 

事業者等から報告を求める旨の定めは安

衛則のほか各種規則に多数存在する。具体

的には、下記のとおりである。以下、安衛則

その他各種の規則ごとに報告すべき事項を

記述する。 

 （ア）安衛則が報告義務を定めるものとし

て、大きくは、安全衛生管理体制の整備に関

する報告、健康診断等の結果の報告、事故報

告に分かれる。 

まず、安全管理体制整備に関するものと

しては、総括安全衛生管理者の選任（第 2

条）、安全管理者の選任（第 4条）、衛生管

理者の選任（第 7条）、産業医等の選任（第

13条）、指定事業場における安全衛生教育

の計画及び実施結果報告（安全衛生教育実

施結果報告書）（第 40条の 3）、計画届免

除認定を受けた事業者による安全衛生管理

の実施状況等の報告（第 87条の 7）がある。 

次に、健康診断等の結果報告として、健康

診断結果報告（第 52条）、心理的負担の程

度の検査及び面接指導結果の報告（第 52条

の 21）がある。 

さらに、事故報告等には、有害物ばく露作

業報告（第 95 条の 6）、事故報告（第 96

条）、労働者死傷病報告（第 97条）、報告・

出頭命令の通知事項（第 98条）（厚労大臣、

都道府県労働局長又は労働基準監督署長が、
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事業者、労働者、機械等貸与者又は建築物貸

与者に対して報告させ、又は出頭を命じる

ときに行政側に通知する事項をいう）があ

る。 

 

（イ）ボイラー則に定める報告には、ボイ

ラー設置・変更に関係するとしては、ボイラ

ーの製造許可条件（設備又は工作責任者）の

変更報告（第 4条）、安衛法第 88条第 1項

に基づくボイラー設置届（第 10 条）、移動

式ボイラーの設置報告（第 11 条）がある。 

使用停止については、ボイラー使用休止

報告（休止廃止報告書）（第 45条）、第一

種圧力容器の製造許可条件（設備又は工作

責任者）の変更報告（第 50 条）、第一種圧

力容器の使用休止報告（休止廃止報告書）

（第 80条）、小型ボイラーの設置報告（第

91条）などがある。 

 

（ウ）クレーン則に定める報告としては、

クレーン等設置・変更に関するもの、クレー

ン使用中止等にかんするものに分かれる。 

クレーン等設置・変更に関する報告事項

としては、検査設備等の変更報告（第 4条）、

クレーン設置報告（第 11条）、移動式クレ

ーンの製造許可条件（設備等）の変更報告

（第 48条）、移動式クレーン設置報告（第

61条）、デリックの製造許可条件（設備等）

の変更報告（95条）、デリック設置報告（第

101 条）、エレベーターの製造許可条件（設

備等）の変更報告（第 139 条）、エレベー

ター設置報告（第 145 条）、建設用リフト

の製造許可条件（設備等）の変更報告（第

173 条）、簡易リフト設置報告（第 202条）

などがある。 

休止届については、クレーン使用休止報

告（休止・廃止報告書）（第 48条）、移動

式クレーン使用休止報告（第 89条）、デリ

ック使用休止報告（休止・廃止報告書）（第

133条）、エレベーター使用休止報告（休止・

廃止報告書）（第 167条）がある。 

 

（エ）ゴンドラ則に定める報告には、ゴン

ドラの製造許可条件（設備等）の変更報告

（第 3条）、ゴンドラ使用休止報告（休止・

廃止報告書）（第 32条）などがある。 

 

（オ）有機則に定める報告には、有機溶剤

等健康診断結果報告（第 30条の 3）などが

ある。 

 

（カ）鉛則に定める報告には、鉛健康診断

結果報告書（第55条）などがある。 

（キ）四アルキル則に定める報告には、健

康診断結果報告書（第24条）などがある。 

（ク）特化則に定める報告には、特定化学

物質障害予防規則一部適用除外認定申請書

（第 6 条）、発散防止抑制措置特例実施許

可申請書（第 6条の 3）、特定化学物質健康

診断個人票（第 40条）、健康診断結果報告

（第 41条）、製造等禁止物質製造・輸入・

使用許可申請書（第 46条）、特定化学物質

製造許可申請書（第 49条）、特別管理物質

等関係記録等報告書（第 53条）などがある。 

 

（ケ）高圧則に定める報告には、健康診断

結果報告（第 40条）がある。 

 

（コ）電離則に定める報告には、東電福島原

発事故で生じた放射線物質で汚染された物

等の事故由来廃棄物等（除染則第 2 条・事
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故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者

の放射線障害防止のためのガイドライン）

の処分の業務に係る作業の届出（第 41条の

14）、事故に関する報告（第 43条）、診察

結果報告（第 44条）、健康診断結果報告（緊

急時電離放射線健康診断結果報告書）（第

58条）などがある。 

 

（サ）除染電離則に定める報告には、作業

の届出（第 10 条）、診察結果報告（第 11

条）、健康診断結果報告（第 24条）などが

ある。 

 

（シ）酸欠則に定める報告には、事故等の

報告（第 29 条）がある。 

 

（ス）粉じん則に定める報告には、粉じん

濃度測定結果摘要書（第 26条）がある。 

 

（セ）石綿則に定める報告には、作業の届

出（第 5条）、健康診断結果報告（第 43条）、

石綿関係記録等報告書（第 49 条）がある。 

 

（ソ）コンサルタント則に定める報告に

は、コンサルタント業務継続が困難になっ

た場合の報告（第 19条）、安衛法の施行上

の必要がある場合の報告・出頭の命令（第

21条）がある。 

 

（タ）登録省令に定める報告には、性能検

査結果報告（第 9 条）、型式検定結果報告

（第 19条の 10）、業務規程変更報告（第 19

条の 19）、特定自主検査実施状況報告（第

19 条の 21）、免許試験結果報告（第 19 条

の 34）、コンサルタント試験の結果の報告

（第 35条）、登録状況の報告（第 47条）、

不正登録者の報告（第 45）などがある。 

 

18.4.2 事故報告 

事業者は、労働者が負傷しなくても、事業

場の火災など事故が発生したときは、遅滞

なく、事故報告書（様式第 22号）を所轄労

働基準監督署長に届出なければならない

（安衛則第 96条）。この場合、人災の有無

は問わない。事業者への報告義務は、労働行

政が的確に監督指導を行うための事実を収

集することを目的としている。 

事故報告をしなければならない場合とは

以下の場合である。 

(1) 事業場又はその付属建築物内で次の事

故が発生したとき 、すなわち、 

① 火災又は爆発の事故 

② 遠心機械、研削といしその他の高速

回転体の破壊の事故（遠心機械とは、

材料を容器に入れ、高速で容器を回

転させることにより材料を混ぜたり、

分離する機械をいう。） 

③ 機械集材装置（1.4.2.2参照）、巻上

げ機、索道の鎖又は索の切断の事故

（索道とは、空中に渡したロープに

吊り下げた輸送用機器に人や貨物を

乗せ、輸送を行う交通機関である。ロ

ープウェイ、ゴンドラリフト、スキー

場などのリフトなどが索道に含まれ

る。） 

④ 建設物、付属建設物、機械集材装置、

煙突、高架そう等の破壊の事故（高架

そう（高架水槽）とは、道路に埋設さ

れている水道の本管と、各家庭の止

水栓とを直接に結ばずに、屋上など
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の高所で貯水するためのタンクをい

う 128。） 

(2) 安衛令第 1 条第 3 号のボイラー（小型

ボイラーを除く）の破裂、煙道ガスの爆

発又はこれらに準ずる事故が発生した

とき、 

(3) 小型ボイラー、安衛令第 1 条第 5 号の

第一種圧力容器及び同第 7 号の第二種

圧力容器の破裂の事故が発生したとき、 

(4) クレーン（つり上げ荷重が 0.5 未満の

ものを除く）の次の事故が発生したと

き、すなわち、 

① 逸走、転倒、落下又はジブの折損 

② ワイヤーロープ又はつりチェーン

の切断 

【つりチェーン 129】 

 

(5) 移動式クレーン（つり上げ荷重が 0.5

未満のものを除く）の次の事故が発生

したとき 、すなわち、 

① 転倒、倒壊又はジブの折損 

② ワイヤーロープ又はつりチェーンの

切断 

(6) デリック（つり上げ荷重が 0.5 未満の

ものを除く）の次の事故が発生したと

き 、 

① 倒壊又はブームの折損 

② ワイヤーロープの切断 

(7) エレベーター（積載荷重が 0.25 未満の

ものを除く）の次の事故が発生したと

き、 

① 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落 

② ワイヤーロープの切断、 

(8) 建設用リフト（積載荷重が 0.25 未満の

ものを除く）の次の事故が発生したと

き 、 

① 昇降機等の倒壊または搬器の墜落 

② ワイヤーロープの切断 

(9) 簡易リフト（積載荷重が 0.25 未満のも

のを除く）の次の事故が発生したとき、 

① 搬器の墜落 

② ワイヤーロープ又はつりチェーンの

切断 

(10)ゴンドラの次の事故が発生したとき、 

① 逸走、転倒、落下又はアームの折損 

② ワイヤーロープの切断 

 

電離則第 43条では、放射線漏れ事故、被

ばく限度以上の被ばく、誤って放射性物質

の吸入・経口摂取、洗身等によっても放射線

汚染を基準以下にできない及び傷創部放射

線汚染等、これらの場合に実施した緊急診

察で放射線障害若しくはその疑いがあって

放射線障害が生ずるおそれがある場合に、

任意様式で報告書を速やかに所轄労働基準

監督署長に届出なければならないとしてい

る。 

 

18.4.3 選任報告 

事業者は以下の者を選任したとき遅滞な

く報告しなければならない。 

総括安全衛生管理者（安衛則第 2 条）、

安全管理者（安衛則第 4 条）、衛生管理者

（安衛則第 7 条）及び産業医の選任（安衛
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則第 13 条）はその選任すべき日から 14 日

以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監

督署へ報告する必要がある。 

なお、安全管理者及び衛生管理者の選任

が義務づけられていない中小規模事業場に

ついては、安全衛生水準の向上を図るため、

常時 10 人以上 50 人未満の労働者を使用す

る事業場では、安全衛生推進者を選任し、労

働者の安全や健康確保などに係わる業務を

担当させなければならない（安衛則第 12条

の 2）(安全管理者の選任対象外の業種では

安全衛生推進者に代わり衛生推進者を選任

し、衛生にかかる業務を担当させる)130。 

この場合、安全衛生推進者及び衛生推進

者についての届出は不要であるが氏名を作

業場の見やすい箇所に掲示する等により関

係労働者に周知させなければならない（安

衛則第 12条の 4）。 

厚生労働省では、労働安全衛生法関係の

届出等の帳票印刷に係る入力支援サービス

を進めており、インターネット申請にまで

至っていないが、上記の 4 つの報告は、帳

票への入力データの保存により、次回届出

の際の効率化を図っている。 

 

18.4.4 健康診断結果報告 

18.4.4.1 一般定期健康診断 

安衛法では、健康診断のうち、一般の定期

健康診断（法第 66 条第 1 項、安衛則第 44

条）、特定業務従事者健康診断（安衛則第 45

条）、定期の歯科医師による健康診断（安衛

則第 48 条）を実施した常時 50 人以上の労

働者を使用する事業者は、健康診断の対象

労働者数、各項目別の受診者数と有所見者

数を記載し、遅滞なく労働基準監督署長へ

報告しなければならない（法第 100 条第 1

項、安衛則第 52条）。 

一般健康診断は、一般的な健康の確保を

図ることを目的として事業者にその実施義

務を課したものであり、業務遂行との関連

において行われるものではないので、その

受診のために要した時間は、事業者の負担

とすべきものではなく、労使協議して定め

るべきものであるが、労働者の健康の確保

は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であ

ることを考えると、その受診要した時間の

賃金を事業者が支払うことが望ましい（昭

和 47・9・18基発第 602号）。 

なお、法第 66条第 1項の健康診断につい

ての結果報告書は、安衛法制定当時、産業医

制度がなかなか定着しなかったため、1978

（昭和 53）年の安衛則の改正より、その定

着の促進を図ることを目的として、届出様

式において産業医の署名又は記名・押印が

必要であるとしていたが 131、2020 年 8月 28

日厚生労働省令第 154 号（官報号外第 178

号）3条により、様式第 6号（表面）産業医

の欄中「印」及び同様式（裏面）備考中『「産

業医の氏名」の欄及び』を削除し、記名だけ

でもよいことに変更された 132。 

 

18.4.4.2 特殊健康診断結果報告  

特殊健康診断とは、有害業務に従事する

労働者、または、従事していた労働者に行う

医師による健康診断（法第 66条第 2項）及

び有害業務に従事する労働者に従事する労

働者に行う歯科医師による健康診断（同条

第 3 項）のことをいうが、じん肺法に規定

されたじん肺健康診断（じん肺法第 3条）、

通達に基づき行政指導として勧奨される重

量物取扱作業、VDT作業等 29業務の健康診

断もこれに含まれる。詳細は以下の通りで
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ある。 

① 特定化学物質健康診断結果報告（特化

則第 41 条） 

② 有機溶剤等健康診断結果報告（有機則

第 30条の 3） 

③ 鉛健康診断結果報告（鉛規則第 55 条） 

④ 四アルキル鉛健康診断結果報告（四ア

ルキル則第 24条） 

⑤ 高気圧業務健康診断結果報告（高気圧

則第 40 条） 

⑥ 電離放射線健康診断結果報告（電離則

第 58条） 

⑦ 除染等電離放射線健康診断結果報告

（除染則第 24条） 

⑧ 石綿健康診断結果報告（石綿則第 43条） 

⑨ 歯科特殊健康診断（安衛則第 52条）【歯

科検診については 50 人以上事業場に

ついて定期健康診断結果報告（様式第 6

号）に含めて報告する義務を課してい

る。】 

⑩ 指導勧奨による特殊健康診断結果報告

など（例えば、VDT 作業に従事する労

働者の健康診断平成 14年 4月 5日基発

第 0405001 号、騒音作業健康診断平成

4年 10 月 1日基発第 546号、振動業務
健康診断昭和 45年 2月 28日基発第 134

号 昭和 49年 1月 28日基発第 45号 昭

和 50 年 10 月 20 日基発第 609 号 昭和

50年 10 月 20日基発第 610号。） 
特殊健康診断は、原則として、雇入れ時、

配置替えの際及び 6 か月以内ごとに 1 回実

施することが事業者に義務づけられている。

一般健康診断が、全ての疾病や健康障害を

対象とするに対し、特殊健康診断は、ある特

定の健康障害を対象とするという違いがあ

る。 

特殊健康診断は、事業の遂行に絡んで実

施する性格のものであり、所定労働時間内

に行われるのを原則とする。また、特殊健康

診断の実施に要する時間は労働時間と解さ

れる（昭和 47・9・18基発第 602号）。 

健康診断の結果報告は、上記の通り規則

で義務づけられている。事業者は、事業場の

規模にかかわりなく 1 人でも健康診断を実

施すれば労働基準監督署長へ報告する義務

があり、省令でその様式が定められている。 

なお、特殊健康診断と混同しやすい「特定

健康診査」は、40歳から 74歳までの公的医

療保険加入者等を対象としたメタボリック

シンドローム（内臓脂肪症候群）の予防と改

善を目的とした保健制度であるため区別し

なければならない（高齢者の医療の確保に

関する法律第 18 条、国民健康保険法第 82

条）。 

なお、じん肺の健康管理については、じん

肺法施行規則第 37条第 1項により、じん肺

健康診断の実施の有無に関わらず、粉じん

作業従事者数、じん肺健康診断の実施状況

（実施の有無を含む。）、じん肺に罹った者

に対する就業上の措置その他のじん肺健康

管理全般について、毎年、じん肺健康管理実

施状況報告として所轄労働基準監督署長を

経由して所轄都道府県労働局長に提出する

こととされている。 

 

18.4.5 労働者死傷病報告 

18.4.5.1 労働者死傷病報告の方法と目的 

毎年、多くの死傷者を含む労災事故が新

聞等で報道されている。詳しい内容は、中央

労働災害防止協会「安全衛生情報センター」

のサイト「写真で見る労働災害ニュース」で

見 る こ と が で き る

－2201－



分担研究報告書（鎌田・田中） 

78 

（ https://www.jaish.gr.jp/syasin/ansy0

0.htm）。 

事業者は、安衛則第 97 条第 1項の規定に

より、①労働者が 4日以上休業した場合に、

死傷病報告の提出を義務付け、②休業が 3

日以内であるときは、同条第 2 項により、

四半期ごとにまとめて、各期間の最後の月

の翌月の末日までに、死傷病報告を提出す

ることを義務付けている。労働基準監督署

長は，これにより労働災害の発生状況を把

握し，必要に応じて，労働災害が発生した事

業場に対して再発防止のための監督指導等

を行っている。 

また，このように労働基準監督署に提出

された労働者死傷病報告の情報は，その中

で労働災害に係るもの全てを計上し、厚生

労働省において把握した全ての労働災害と

して，年ごとにその統計データを公表し、か

つその統計データを元に厚生労働省は労働

災害防止に係る種々な施策や法令改正等各

種の施策を検討し、また、その施策の効果を

判断するのであり、当該情報は厚生労働省

における労働安全衛生行政の根幹をなすも

のである。 そのため、死傷病報告を怠った

り、虚偽の報告をした場合には、いわゆる

「労災隠し」となり、50万円以下の罰金に

処せられる（法第 120 条第 5号）。 

 

18.4.5.2 派遣先事業者の死傷病報告 

従来から、派遣事業では、派遣元事業者及

び派遣先事業者の双方に死傷病報告の提出

義務が課せられ、派遣先事業者は、死傷病報

告を所轄労働基準監督署長に提出するとと

もに、派遣元事業者が所轄監督署長へ労働

者死傷病報告を提出するために、その写し

を派遣元事業者に送付することが必要であ

るとされていたが（労働者派遣法第 45条第

15 項、安衛則第 97 条に基づく労働者死傷

病報告の様式、労働者派遣法施行規則第 42

条）、派遣先事業者から、死傷病報告が提出

されないことが少なくなかった。 

そこで、派遣元の事業者から提出のあっ

た労働者死傷病報告により、派遣先の事業

者からの労働者死傷病報告の提出状況を確

認できるようにするため、安衛則様式 23号

を改定し、派遣元事業者が「派遣先の事業場

の郵便番号」を記入する欄と提出を受けた

労働基準監督署の職員が派遣先事業所の労

働保険番号を記入する欄が設けられた（平

成 22年 1月 25日基発 0125第 1号）。 

 

18.4.5.3 外国人労働者の死傷病報告 

外国人労働者の労働災害については、

2019（平成 31）年に、死傷病報告の様式を

改正し、当該外国人労働者（特別永住者、在

留資格「公用」・「外交」の者を除く）の「国

籍・地域」、「在留資格」を記入する欄を設

けるともに、職員記入欄、備考欄を加えた。

これは、外国人労働者数の増加を踏まえ、外

国人の労働災害の正確な把握するためので

ある。 

 

18.4.5.4 労働者死傷病報告の提出要件  

労働者死傷病報告の提出の要件について

は、安衛則第 97条第 1項が定めている。こ

れによれば、事業者は、「労働者が労働災害

その他就業中又は事業場内若しくはその附

属建設物内における負傷、窒息又は急性中

毒により死亡し、又は休業したとき」遅滞な

く報告書を所轄労働基準監督署長に提出し

なければならない、と規定している。 

安衛則第 97 条第 1 項が「労働災害その
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他」と規定しているように、提出義務は労働

災害の場合のみに限定されていない。例え

ば、仕出し弁当によって労働者が食中毒に

なった場合のように、通常業務との相当因

果関係がないと思われる場合でも、事業場

内もしくはその附属建設物内での急性中毒

により休業したときは、労働者死傷病報告

を提出しなければならない。これは、その災

害が労働災害に該当するか否かはある程度

調査しないと判明しない場合があり、労働

災害に限定してしまうと、報告までに相当

の期間を要するおそれがあるからである。 

「遅滞なく」とは、どの程度の時間的間隔

を指すのであろうか。一般的には、「遅滞な

く」は「速やかに」「直ちに」と同様、時間

的即時性を意味するが、義務付けられた行

為の性質により報告すべき内容に違いがあ

り、一概に確定日数で定めることは困難で

ある。 

安衞法令には、「遅滞なく」の他に「速や

かに」（安衛則第 14 条の 2 第 2 項第２号）

「直ちに」（安衛則第 6条、同第 11条）と

いう類似の用語が用いられている。また、確

定日数を用いて報告期間を指定する条文も

ある（例えば、安衛則第４条は、安全管理者

は選任すべき事由が発生した日から１４日

以内に選任すべきことを定めている）。 

これら「遅滞なく」「速やかに」「直ちに」

という用語の違いはどこにあるか。銃刀法

違反に関する裁判例であるが、被告側が旧

銃刀法 17条１項の「すみやかに」という用

語は不明確であり、その条文そのものが無

効であると主張したのに対して、大阪高判

昭和 37 年 12 月 10 日は、「すみやかに」

は、「直ちに」「遅滞なく」という用語とと

もに時間的即時性を表わすものとして用い

られるが、これらは区別して用いられてお

り、その即時性は、最も強いものが「直ちに」

であり、ついで「すみやかに」、さらに「遅

滞なく」の順に弱まつており、「遅滞なく」

は正当な又は合理的な理由による遅滞は許

容されるものと解される 133。 

これをふまえると、「遅滞なく」は正当な

又は合理的な理由による遅滞は許される場

合を除いて速やかに報告すると解するのが

相当といえる。そうだとしても、実務的には

報告のための猶予期間がどの程度かの目安

が必要であろう。監督実務においては提出

時期の「遅滞なく」は、災害発生から概ね一

箇月以内を目安としているようである。例

えば、心理的負荷の検査結果の報告義務を

課している安衛則５２条の１６第 1 項に定

める「遅滞なく」に関して、行政は、概ね１

カ月以内と解している（平成 27年 5月 1日

基発 0501号第 3号）134。 

負傷、窒息及び急性中毒以外の傷病につ

いては、労働災害のときのみ労働者死傷病

報告の提出義務が生じる。この場合、精神

疾患、有機溶剤中毒、腰痛など直ちに労働

災害と判然としないが休業した場合の労

働者死傷病報告の要否及び提出時期が問

題となる。 

行政実務を知る関係者によれば、一般に、

労働災害のうち健康障害は、原因を完全に

特定するのが医学的に難しい場合があり、

労働基準監督署長は、労災保険業務におい

て業務上外（労災補償給付等の支給・不支

給）を決定しているが、その決定は、保険給

付上のものであり、労災請求に係る健康障

害が真に労働災害であるかどうかを必ずし

も意味しない。疾病の種類によっては業務

との因果関係が比較的分かりやすい場合も
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あるが、そうでないものも多く、特に精神障

害、脳・心臓疾患等の作業関連疾患について

は、厚労省で定められた基準に基づいて業

務上外が決定されるとしても、それは業務

に起因したことが一定の確度で推定された

ことを意味するのであって、具体的原因が

証明できたとまでは言えない場合もある。

しかしながら、そのような場合であっても、

一般に、労災支給基準に該当する健康障害

は労働災害と推定されるのであるから、実

務上は、労働者死傷病報告の提出を求めて

いるとのことであった。 

一般に、労働者の傷病の原因が不明の場

合であっても、労働災害が疑われる場合、事

業者は傷病の原因を調べることとなろう。

しかし、調査にもかかわらず原因不明の場

合はどうなるのだろうか。安衛則第 97条は

原因不明の場合を特段想定していないので、

事実上安衛則第 97条を適用できず、また労

基署側としても事業者に対して原因不明の

傷病につき労働者死傷病報告の提出を求め

ることはできないだろう。実務上は、「念の

ため」提出する事業者も多く、その場合は労

基署はこれを受領した上で、労災の認定状

況等を踏まえた上で労働災害統計への反映

の可否を判断することになる。 

また、事業者側の実際をみると、労災申請

（休業補償給付申請）の際に死傷病報告を

提出することがあるようである。休業補償

給付請求書には、死傷病報告の提出年月日

を記入する欄があり、これにより「休業補償

給付請求をしているのに死傷病報告の提出

漏れがある」というパターンはかなり少な

くなっている。保険給付が絡むので、死傷病

報告の提出よりも、労災請求のほうが、"忘

れずに"行われることが多い。そもそも、休

業補償給付請求書の当該欄を見て死傷病報

告義務を知り、報告に至るというケースも

少なくない。しかし、労災請求と死傷病報告

は基本的には連動していない。例えば休業

補償を全額会社負担でやる場合は労災請求

がなされないので、その場合は、死傷病報告

を知らない事業者はついに出さず仕舞いに

なる可能性がある。 

また、細かいことだが、死傷病報告は休業

1日でも義務が生じるが、休業補償給付は 4

日目からしか支給されないので、そのズレ

もある。更に、休業日数の数え方も異なり、

死傷病報告ではマル 1 日休んだ日数を、休

業補償では所定労働時間の全部又は一部を

休業した日数を数える。 

 

18.4.5.5 死傷病報告の未提出と労災隠し 

労災隠しとは、安衛則第 97条に該当する

ものであることを認識しているにも拘らず

第 100 条第 1 項または第 3 項の規定による

報告を提出しないこと、又は虚偽の内容を

報告した場合をいう（第 120 条第 5 号）。

平成 3 年 12 月 5 日基発 687 号によれば、

「労働災害の発生に関し、その発生事実を

隠蔽するため故意に労働者死傷病報告書を

提出しないもの及び虚偽の内容を記載して

提出するもの」を労災隠しと定義している。 

労働者死傷病報告の違反で多いのは、次

のようなケースである。 

① 災害発生現場の虚偽 

建設現場の場合、下請の労働者の事故

についても元請の労災保険が適用される

ため、下請会社で労災が発生した場合に、

当該下請会社が元請からの追及を恐れ、

自社が施工する他の現場や、自社の資材

倉庫での事故と偽ること（労災保険も、そ
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れぞれの現場の保険を使うなど。）。 

また、元請け自身が、元請の労災保険を

使用したくないがために、これを教唆す

ることもある。 

② 災害の内容の虚偽 

法違反がないように事実と異なる事故

とすること（例：足場から物が落ちて足を

負傷したのを、労働者自身が持っていた

物を落として足を負傷したことにするな

ど。）。 

③ 報告書を提出しないこと。 

提出すると安衛法違反が監督署に知ら

れるため提出しない（治療費は健康保険

で処理するか、会社の費用で支払うな

ど。）。 

この他、労災隠しが行われる動機として

は、①労災保険のメリット制による保険料

の増額、②刑事責任追及からの回避、③作業

責任者、監督者の勤務評価の低下、などが挙

げられている 135。 

こうした状況下にあって、労働安全衛生

法令別違反件数（令和元年 6 月 1 日～令和

2年 5月 29 日）を見ると、全件数 333 件中、

労働者死傷病報告義務違反は 49 件で、2位

の作業床の端部等覆いの違反 36 件を大き

く上回っている。これは、行政の労災隠しは

許さないという積極的な姿勢の現れでもあ

ろう。 

労災隠しの実際を送検事例から紹介した

い。 

鉄筋コンクリート造りの新築ビル工事現

場で、2階天井梁部分のコンクリート型枠の

組み立て作業中に、作業床上でバランスを

崩した型枠工 X が約 1 メートル下のコンク

リート床に転落し、左足のかかとを骨折し

た事例である。 

X は同工事の 2 次下請け会社 A 社に所属

する作業員で、本来なら Xの被災について、

A社は現場を所轄する労基署に「労働者死傷

病報告」を遅滞なく提出しなければならな

い。しかし、A社に直接仕事を発注した B社

（1次下請）の専務は、「労災として労基署

に報告すると、元請け（総合工事業者）に迷

惑をかけ、また、今後の営業活動にも支障が

生ずる」などの理由から、元請けの現場総合

所長らと共謀し、死傷病報告を提出しなか

った。 

X は B 社から治療費と休業補償費を渡さ

れていたが、不自由な状態での生活が困難

であったために、家族のいる故郷で療養を

行うこととしたが、B社から今後も治療・休

業補償の費用が支給されるかどうか不安を

抱いた X は、B 社に労災扱いにして欲しい

と相談した。しかし、B社からは「元請けと

相談しなければ即答できない」との回答し

かなく、途方に暮れた X が労基署に駆け込

み、事件が発覚した。 

その結果、B社専務と元請け総合所長、X

を雇用する A 社社長 3 人が共謀して労働者

死傷病報告の提出を怠った（労災隠し）とし

て、A 社と同社社長を安衛法第 100 条第 1

項、安衛則第 97条第 1項違反の容疑で、ま

た、B 社専務と元請け総合所長が、同法第

100条第 1項、同規則第 97条第 1項並びに

刑法第 60条（共同正犯）違反の疑いで送検

した 136。 

 

18.4.6 特定元方事業者の報告義務 

特定元方事業者は、その労働者及び関係

請負人の同一場所で行われるときは、以下

のことを当該作業開始後、遅滞なく、管轄労

働基準監督署長に報告しなければならない
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とされている（安衛則第 664条）。 

① 事業の種類並びに当該事業場の名称及

び所在地、 

② 関係請負人の事業の種類並びに当該事

業場の名称及び所在地、 

③ 安衛法上の統括安全責任者の選任義務

がある場合は、その旨及びその者の氏

名、 

④ 同じく、安全衛生責任者の選任義務が

ある場合は、その旨及びその者の氏名、 

⑤ 同じく店社安全管理者の選任義務があ

る場合は、その旨及びその者の氏名。 

なお、この規定は、法第 30 条第 2項によ

って指名された事業者にも準用される（同

条第 2項）。 

  

18.4.7 届出の電子申請 

現在、労働安全衛生法関係の届出・申請帳

票印刷に係る入力支援サービスが進められ

ており、①労働者死傷病報告、②定期健康診

断結果報告書、③心理的な負担の程度を把

握するための検査結果報告書、④総括安全

衛生管理者（安衛則第 2 条）、安全管理者

（安衛則第 4条）、衛生管理者（安衛則第 7

条）及び産業医の選任（安衛則第 13条）に

ついて行われている。現状では、届出データ

の保存により、共通部分や次回入力の省略

にとどまっている。 

  

18.4.8 安衛法関係法令の押印手続きの見

直し 

安衛法関係の届出書類等の作成において

は、従来、様式に押印を求めていたが、「押

印見直しガイドライン」（平成 9 年 7 月 3

日事務次官等会議申合せ）に基づき、平成

11年に労働省令が改正され、多くの様式に

おいて、押印に変えて署名によることがで

きることとされた。 

これは e-Gov 電子申請が開始されて以降

も同様であり、紙による手続に準じ、電子署

名が必要とされていた。 

しかしその後、デジタル化・行政手続等の

簡素化の流れが加速し、令和 2 年 7 月「規

制改革実施計画」により、現在、労働安全衛

生法令でできるところから、押印を廃止し

ている（その場合、電子署名も不要となる）。 

具体的には、①労働者死傷病報告、②定期

健康診断結果報告書、③心理的な負担の程

度を把握するための検査結果報告書、④総

括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理

者、産業医の選任、⑤機械等設置・移転・変

更など多数で、詳細は、「押印を求める手続

の見直し等のための厚生労働省関係政令の

一部を改正する政令」（令和 2年政令第 367

号）及び「押印を求める手続の見直し等のた

めの厚生労働省関係省令の一部を改正する

省令（令和 2 年厚生労働省令第 208 号）」

参照 137。 
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は

要
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
C1
）

B1
以
外
の
場
合
、
労
災
の
急
迫
し
た
危
険
が
あ
り
、
か

つ
、
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
、

 

（
C2
）
必
都
道
府
県
労
働
局
長
又
は
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
必
要
な
限
度

に
お
い
て
、
事
業
者
に
、
作
業
の
全
部
又
は
一
部
の
一
時
停
止
、
そ
の
他
の
必

要
な
応
急
の
措
置
を
命
ず
る
異
が
で
き
る
。
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図図 22  工工事事計計画画のの届届出出  
 
 
 
 
 
 
           工事開始 14 日前 
           届出 
 
工事開始 30 日前 
届出 
                                工事開始 30 日前 
                                届出 
 
 
 
 
 
 
           
 
 

労働基準監督署長 厚生労働大臣 

一定の危険又は有害

な機械等の設置、移

転、変更をしようと

するとき 

建設業又は土石採取業

の事業の一定の規模あ

るいは種類のものを開

始しようとするとき 

建設業の仕事で特に大

規模なものを開始しよ

うとするとき 

事 業 者 

発 注 者 

差止め、変更命令 差止め、変更命令 

勧告、要請 
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様様式式第第2200号号（第85条、第86条関係）

設設置置・・移移転転・・変変更更届届

電話（ ）

男

年 月 日

事業者　職　氏名

殿殿
備考

1
2 「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類の中分類により記入すること。

3 「設置地」の欄は、「主たる事務所の所在地」と同一の場合は記入を要しないこと。

4 「計画の概要」の欄は、建設物又は機械等の設置、移転又は変更の概要を簡潔に記入すること。

5

　 この場合において、以下の事項に注意すること。

ｲ 別表第７の21の項の上欄に掲げる機械等の設置等の場合は、「種類等」及び「取扱量」の記入は要しないこと。

ﾛ

ﾊ

ﾆ

6 「参画者の氏名」及び「参画者の経歴の概要」の欄は、型枠支保工又は足場に係る工事の場合に記入すること。

7 「参画者の経歴の概要」の欄には、参画者の資格に関する職歴、勤務年数等を記入すること。

8

9 　この届出に記載しきれない事項は、別紙に記載して添付すること。

女

従事労働者数

事 業 場
の 名 称

常時使用する
労 働 者 数

「従事労働者数」の欄は、別表第７の14の項、15の項、23の項及び24の項の上欄に掲げる機械等の設置等の場合は、合
計数の記入で足りること。

　別表第７の22の項の上欄に掲げる機械等の設置等の場合は、「事業場の名称」の欄には建築物の名称を、「常時使用
する労働者数」の欄には利用事業場数及び利用労働者数を、「設置地」の欄には建築物の住所を、「計画の概要」の欄に
は建築物の用途、建築物の大きさ（延床面積及び階数）、設備の種類（空気調和設備、機械換気設備の別）並びに換気
の方式を記入し、その他の事項については記入を要しないこと。

種 類 等
製造し、又は取
り扱う物質等及
び 当 該 業 務 に
従 事 す る 労 働
者 数

計

「種類等」の欄は、有機溶剤等にあってはその名称及び有機溶剤中毒予防規則第１条第１項第３号から第５号までに掲
げる区分を、鉛等にあってはその名称を、焼結鉱等にあっては焼結鉱、煙灰又は電解スライムの別を、四アルキル鉛等に
あっては四アルキル鉛又は加鉛ガソリンの別を、粉じんにあっては粉じんとなる物質の種類を記入すること。

「取扱量」の欄には、日、週、月等一定の期間に通常取り扱う量を記入し、別表第７の14の項の上欄に掲げる機械等の設
置等の場合は、鉛等又は焼結鉱の種類ごとに記入すること。

表題の「建設物」及び「機械等」並びに「設置」、「移転」及び「変更」のうち、該当しない文字を抹消すること。

「製造し、又は取り扱う物質等及び当該業務に従事する労働者数」の欄は、別表第７の13の項から24の項まで（22の項を
除く。）の上欄に掲げる機械等の設置等の場合に記入すること。

労労 働働 基基 準準 監監 督督 署署 長長

参 画 者 の
経 歴 の 概 要

工 事 着 手
予 定 年 月 日

設 置 地

取 扱 量

事 業 の 種 類

計 画 の 概 要

参画者の氏名

工 事 落 成
予定年月日

主 た る 事 務
所 の 所 在 地

建建 設設 物物
機機 械械 等等
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図図 44  臨臨検検監監督督のの一一般般的的なな流流れれ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊上図は一般的な流れを示したもので、厚労省が公表している「労働基準監督署の役割」に掲載された図を鎌田
が一部手直ししたものである。 

定期的臨検 

事業場への訪問 

事業場への立入調査（事情聴取、帳簿の確認など） 

違反が認められなかった場合 
法違反が認められた場合 

文書指導（是正勧告書） 
 

事業場からの是正・改善報告 

是正・改善が確認されなかった場合 

再度の監督の実施 

是正・改善が確認されなかった場合 

使用停止命令等の行政処分 

重大・悪質な事案の場合 

送検 指導の終了 

労働者からの申告 労働災害の発生 

是正・改善が確認された場合 

労働者死傷病報告書 
休業補償給付請求書等 

安全衛生上の問題点が認められる場合→安全衛生指導書 
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是正勧告書 
○年○月○日 

Ａ株式会社 
Ｂ工場長 ○○ ○○ 殿 

 
○○労働基準監督署 

                     労働基準監督官 ○○ ○○   
 
貴社Ｂ工場における下記労働安全衛生法違反については、それぞれ所定期日までに是

正の上、遅滞なく報告するよう勧告します。なお、法条項に係る法違反(罰則のないもの

を除く。)については、所定期日までに是正しない場合又は当該期日前であっても当該法

違反を原因として労働災害が発生した場合には、事業の内容に応じ、送検手続をとるこ

とがあります。 

法条項等 違  反  事  項 是正期日   
労働安全衛生法

第 65 条第 1 項 
(酸素欠乏症等防

止規則第 3 条第

1 項) 

腐敗し、又は分解しやすい物質を入れてあるタン

ク等の内部について、その日の作業を開始する前

に、当該作業場における空気中の酸素及び硫化水

素の濃度を測定していないこと。 

今  後 

同法第 22 条第 1
号 
(酸素欠乏症等防

止規則第 5 条第

1 項) 

酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合に

おいて、当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃

度を 18 パーセント以上、かつ、硫化水素の濃度

を 100 万分の 10 以下に保つように換気をしてい

ないこと。 

即  時 

労働安全衛生法 
第 14 条 
(酸素欠乏症等防

止規則第 11条第

1 項) 

第２種酸素欠乏危険作業について、酸素欠乏・硫

化水素危険作業主任者技能講習を修了した者の

うちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任してい

ないこと。 

〇年〇月〇日 

        （以下、余白）  
   
   
   
   

受領年月日  
受領者職氏名  

   （）枚のうち 

（）枚目 
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指   導   票 

                     年   月   日 
                     

                   殿 
                     労働基準監督署 
                                 労働基準監督官 

                   労働技官                             ○印  

                   厚生労働事務官 
  
   あなたの事業場の下記事項については改善措置をとられるようお願いします。 

なお、改善の状況については、  月   日までに報告してください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受 領 年月日 
受領者職氏名 

年    月    日 
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                               労   署使第   号の 

使 用 停 止 等  命 令 書                 年   月   日 

(事業者等) 

              殿 

                 労働基準監督署長                  印 
  （事業場の名称） 
            における下記の「命令の対象物件等」欄記載の物件等に関し、「「違反法令」

欄記載のとおり違反があるので労働基準法第 96 条の 3、103 条、労働安全衛生法第 98 条第 項に基

づき、それぞれ「命令の内容」欄及び「命令の期間又は期日」欄記載のとおり命令します。 
  なお、この命令に違反した場合には送検手続きをとることがあります。 
番 号 命令の対象物件等 違反法令     命令の内容 命令の期間又は期日 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

     

 
 
 
 
 
備  
   
 
 
考  

１ 上記命令について、当該違反が是正された場合には、その旨報告してください。 

  なお、「番号」欄に□印を付した事項については、今後同種違反の繰り返しを防止するための点検責

任者を事項ごとに指名し、確実に点検補修を行うよう措置して併せて報告してください。 

２ この命令に不服がある場合は、命令があったことを知った日の翌日から起算して 3 か月以内に厚生

労働大臣に対して審査請求をすることができます。ただし、命令があった日から 1 年を経過した場合

は、審査請求をすることができません。 

３ この命令に対する取消訴訟は、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となりま

す。)、この命令があったことを知った日の翌日から起算して 6 か月以内に提起することができます。   

ただし、命令があった日から１年を経過した場合は、提起することができません。また、厚生労働

大臣に対して審査請求をした場合には、この命令に対する取消訴訟は、その審査請求に対する裁決の

送達を受けた日の翌日から起算して 6 か月以内に提起することができます。（この場合においても裁

決を経る前から直ちに取消訴訟を提起することは妨げられません。）ただし、裁決があった日から 1

年を経過した場合は、提起することができません。 

４ この命令書は、3 年間保存して下さい。 

 受 領 年月日 

受領者職氏名 

        年    月    日  
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  分担研究報告書（大藪、近藤） 

1 

 

厚厚生生労労働働行行政政推推進進調調査査事事業業費費補補助助金金  
（（政政策策科科学学総総合合研研究究事事業業（（政政策策科科学学推推進進研研究究事事業業））））  

分分担担研研究究報報告告書書  

労労働働安安全全衛衛生生法法第第 110011 条条かからら第第 110033 条条のの逐逐条条解解説説  

 
  

研究協力者 大藪 俊志  佛教大学社会学部公共政策学科・准教授 
近藤 龍志  労働基準監督官（監督行政実務に関する 1.2.3、1.2.4 を担当） 

 
 

研究要旨 
労働安全衛生法第 10 章「雑則」のうち第 101 条から第 103 条では、第 101 条が労働

安全衛生法を施行するために必要な法令の周知に関する義務を、第 102 条ではガス工作

物等設置者の教示義務を、第 103 条では書類の保存等の義務をそれぞれ規定している。 

 
 
Ａ．研究目的 
本研究事業全体の目的は、以下の 3 点に

ある。 
①時代状況の変化に応じた法改正の方向

性を展望すること。 
②安衛法を関係技術者以外（文系学部出

身の事務系社員等）に浸透させ、社会一般

への普及を図ること。 
③安衛法に関する学問体系、安衛法研究

のための人と情報の交流のプラットフォー

ムを形成すること。 
そのため、条文の起源（立法趣旨、基礎

となった災害例、前身）と運用（関係判例、

適用の実際）、主な関係令等（関係政省令、

規則、通達等）を、できる限り図式化して

示すと共に、現代的な課題や法解釈学的な 
 
 
論点に関する検討結果を記した体系書を

発刊すること。 
本分担研究の目的は、附則を除き 123 条 

 
ある安衛法のうち第 101 条から 103 条（以

下、「対象条文」という。）について、そ

の課題を果たすことにある。 
 
Ｂ．研究方法 
安全衛生に詳しい元労働基準監督官から、

現行安衛法の体系に関する解説と安衛法本

体の条文に紐付く政省令の選定を受けたう

えで、法学・行政学を専門とする分担研究

者が、各自、解説書、専門誌に掲載された

学術論文や記事、政府発表資料等の第 1 次

文献のレビューを行って執筆した文案を研

究班会議で報告し、現行安衛法や改正法の

起案に関わった畠中信夫元白鴎大学教授、

唐澤正義氏ら班員らからの指摘やアドバイ

スを得て洗練させた。 
 
Ｃ．研究結果  
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  分担研究報告書（大藪、近藤） 

2 

 

１．第 101 条 
１．１ 条文 
（法令等の周知） 
第百一条 事業者は、この法律及びこれに

基づく命令の要旨を常時各作業場の見やす

い場所に掲示し、又は備え付けることその

他の厚生労働省令で定める方法により、労

働者に周知させなければならない。 
２ 産業医を選任した事業者は、その事業

場における産業医の業務の内容その他の産

業医の業務に関する事項で厚生労働省令で

定めるものを、常時各作業場の見やすい場

所に掲示し、又は備え付けることその他の

厚生労働省令で定める方法により、労働者

に周知させなければならない。 
３ 前項の規定は、第十三条の二第一項に

規定する者に労働者の健康管理等の全部又

は一部を行わせる事業者について準用す

る。この場合において、前項中「周知させ

なければ」とあるのは、「周知させるよう

に努めなければ」と読み替えるものとする。 
４ 事業者は、第五十七条の二第一項又は

第二項の規定により通知された事項を、化

学物質、化学物質を含有する製剤その他の

物で当該通知された事項に係るものを取り

扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示

し、又は備え付けることその他の厚生労働

省令で定める方法により、当該物を取り扱

う労働者に周知させなければならない。 
 
１．２ 趣旨・内容 
１．２．１ 趣旨 
 労働災害を効果的に防止するためには、

労働安全衛生関係の法令を労働者に適切な

方法で広く周知するとともに、専門的・技

術的な事項が多く関係する条文も複雑多岐

にわたる法令に関する理解を促し、事業者

や労働者に対して法令の遵守と労働災害防

止に向けた意識の向上を図る必要がある 1。 
 そのため第 101 条では、事業者に対して

労働安全衛生法及び関係政省令等の要旨を

常時各作業場に掲示するなどの方法で労働

者に周知させなければならないことを規定

している 2。 
 同様の趣旨に基づく規定は工場法（工場

法施行規則第 12 条）、労働基準法（第 106
条）にも設けられており、また、ILO 条約

「1947 年の労働監督条約（第 81 号）」の

第 12 条においても、労働監督官の権限とし

て法規により事業者に要求される掲示を行

わせることを規定している 3。 
 
１．２．２ 内容 
〔周知すべき内容〕 
 法第 101 条第 1 項に基づく周知すべき命

令には、主要なものとして以下に掲げるも

のがある 4。 
①労働安全衛生法施行令 
②労働安全衛生規則 
③ボイラー及び圧力容器安全規則 
④クレーン等安全規則 
⑤ゴンドラ安全規則 
⑥有機溶剤中毒予防規則 
⑦鉛中毒予防規則 
⑧四アルキル鉛中毒予防規則 
⑨特定化学物質障害予防規則 
⑩高気圧作業安全衛生規則 
⑪電離放射線障害防止規則 
⑫酸素欠乏症等防止規則 
⑬事務所衛生基準規則 
⑭粉じん障害防止規則 
⑮石綿障害予防規則 
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 事業者においてはこれらの法令の全てを

掲示するのではなく、作業場における作業

の内容や作業の態様などを考慮したうえで、

作業場において必要な命令や告示等に関し、

その内容を分かりやすく整理し、労働者の

見やすい箇所に掲示し、あるいは備え付け

ることが必要とされる 5。 
〔周知の方法〕 

事業者は、労働安全衛生法及び法に基づ

く命令の要旨を、次の①～③のいずれかの

方法により、労働者に対して周知しなけれ

ばならない（法第 101 条第 1 項、安衛則第

98 条の 2 第 1 項）6。 
①常時各作業場の見やすい場所に掲示し、

又は備え付けること。 
②書面を労働者に交付すること。 
③磁気テープ、磁気ディスクその他これら

に準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労

働者が当該記録の内容を常時確認できる機

器を設置すること。 
なお、法第 101 条における「作業場」と

は、事業場（事業に属する人的・物的施設

の存する場所的な範囲）内において密接な

関連のもとに作業が行われている個々の現

場を指し、主として建物別などにより判定

すべきものとされる 7。 
〔産業医の業務の具体的内容等の周知〕 
 産業医を選任した事業者は、その事業場

における産業医の業務の具体的な内容、産

業医に対する健康相談の申出の方法、産業

医による労働者の心身の状態に関する情報

の取扱いの方法を、次の①～③までの方法

により、労働者に対して周知しなければな

らない（法第 101 条第 2 項、安衛則第 98
条の 2 第 1 項・第 2 項）8。 

①常時各作業場の見やすい場所に掲示し、

又は備え付けること。 
②書面を労働者に交付すること。 
③磁気テープ、磁気ディスクその他これら

に準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労

働者が当該記録の内容を常時確認できる機

器を設置すること。 
 また、法第 101 条第 2 項の規定は、第 13
条第 1 項に規定する者に労働者の健康管理

等の全部又は一部を行わせる事業者につい

て準用される。産業医の選任義務のない事

業場（常時使用する労働者が 50 人未満）に

おいて、法第 13 条の 2 第 1 項に規定する者

に労働者の健康管理等の全部又は一部を行

わせるときは、業務の内容その他の業務に

関する事項を、作業場の見やすい場所への

掲示、備え付けなどの方法により労働者に

周知することに努めなければならない 9。 
〔危険又は健康障害を生ずるおそれのある

物等を取り扱う作業場における一定事項の

掲示〕 
労働者に危険若しくは健康障害を生ずる

おそれのある物を譲渡し又は提供する者は、

名称、成分及びその含有量、物理的及び化

学的性質、人体に及ぼす作用、貯蔵又は取

扱い上の注意、流出その他の事故が発生し

た場合において講ずべき応急の措置、危険

性又は有害性の要約、安定性及び反応性な

どに関する事項を譲渡又は提供する相手方

に通知しなければならない（法第 57条の 2）
10。 
 法第 101 条第 4 項は、労働者が取り扱う

物質の成分、有害性、取扱い上注意すべき

点等を事前に承知していなかったことによ

り生ずる労働災害を防止するため、事業者

に対し、法第 57 条の 2 の規定により通知さ
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れた事項について、化学物質、化学物質を

含有する製剤その他の物で当該通知された

事項に係るものを取り扱う各作業場の見や

すい場所に常時掲示し、又は備え付けるこ

と等の方法により、当該物を取り扱う労働

者に周知させることを義務づけている 11。 
法第 101 第 4 項において厚生労働省令で

定める周知の方法は以下の通り（安衛則第

98 条の 2 第 3 項）。 
①通知された事項に係る物を取り扱う各作

業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備

え付けること。 
②書面を、通知された事項に係る物を取り

扱う労働者に交付すること。 
③磁気テープ、磁気ディスクその他これら

に準ずる物に記録し、かつ、通知された事

項に係る物を取り扱う各作業場に当該物を

取り扱う労働者が当該記録の内容を常時確

認できる機器を設置すること。 
 
１．２．３ 実務上の取扱い 
 安衛法第 101 条第 1 項の類似の規定とし

て労働基準法第 106 条第 1 項がある。労基

法第 106 条第 1 項では法令またはその要旨

のほかに就業規則や労使協定等の周知義務

が課せられているが、法令またはその要旨

そのものを周知している事業場は稀であろ

う。法令そのものは現在はインターネット

等で容易に確認することができ、労働基準

監督署の指導も事実上就業規則や労使協定

等の未周知についてのみ行われ、法令また

はその要旨そのものの未周知についての指

導は行われていないと思われる。 
 同じように、安衛法第 101 条でも、労働

基準監督署の指導は第 2 項の産業医の業務

内容等や第４項の化学物質に関し通知され

た事項等（一般的には SDS）の未周知につ

いてのみ行われ、第１項における法令また

はその要旨そのものの未周知についての指

導は行われていないと思われる 12。 
 なお、安衛則第 23 条第 3 項において、安

全委員会、衛生委員会の議事概要の周知義

務を課しており、その方法について安衛法

第 101 条第 1 項と同様の方法が定められて

いるが、安衛則第 23 条第 3 項は安衛法に委

任根拠を持たない。（安衛則第 23 条第 4
項の議事録の保存義務は安衛法第 103 条第

1 項が根拠条文である。） 
 
１．２．４ 行政指導 
 行政指導の現場において、他の条文の規

定に違反が認められる事業場は法令の周知

についても違反の可能性が高いと考えられ

る。労働基準監督官や技官が事業場を臨検

し、例えばボール盤使用時に手袋を着用し

ている労働者を認めた場合は、安衛法第 20
条、安衛則第 111 条の条文に関する周知に

ついても未実施であることがほとんどと思

われる。安衛法令の他の条文に関する違反

を認めた場合、法令の周知に関する条文の

違反の有無についても併せて確認すれば、

全体として法令の履行確保の期待が高まる

と考えられる。 
 ここで留意すべきは、安衛法の多くの条

文は「事業者は……しなければならない／

してはならない」と規定していることであ

る。例えばボール盤を用いる作業の場合、

安衛法第 20 条、安衛則第 111 条では 
 第 1 項 事業者は、ボール盤、面取り盤

等の回転する刃物に作業中の労働者の

手が巻き込まれるおそれのあるときは、
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当該労働者に手袋を使用させてはなら

ない。 
第 2 項 労働者は、前項の場合において、

手袋の使用を禁止されたときは、これ

を使用してはならない。 
と規定されている。 
そのため、ボール盤に「手袋着用禁止」

と張り紙をしている事業者は多いと思わ

れるが、この張り紙はあくまで安衛則第

111 条第 1 項の事業者の措置の一環であ

って、安衛法第 101 条第 1 項の法令の周

知とはならないと考えられる。（強いて

言えば、安衛則第 111 条第 2 項について

の周知と言えなくもない。） 
 １．２．１の通り、法令の周知は事業

者の責任宣言的な意味を持ち、自主的な

法令の遵守を促す趣旨から考えると、「事

業者は労働者にボール盤を使用させる際、

手袋を着用させてはならない」というこ

とを周知して初めて法令の周知義務を履

行していると考えられる。 
 現状は法令またはその要旨を周知して

いる事業者や未周知の事業者に対する行

政指導はほとんどないと思われるが、そ

の理由としては安衛法令は条文が膨大で

あり、全部を周知することは事実上不可

能であり、またそれは作業現場の実態に

即した周知の趣旨にもそぐわないであろ

う。（例えば労働調査会発行『安衛法便

覧Ⅰ～Ⅲ』を各作業場に備え付けていれ

ば形式上は本条違反とはみなされないで

あろうが、労働災害防止の観点からはあ

まり意味はないであろう。） 
 したがって、厚生労働省や災防団体等

において業種や作業内容に応じて法令の

内容を簡易的にまとめたリーフレット等

を作成し、それらを作業場所ごとに掲示

するよう指導することが効率的かつ効果

的な方法と考えられる。詳細な規定につ

いては別途ポータルサイトを用意し、そ

のURLのQRコードをリーフレットに添

付しておけば、いつでも詳細な規定を参

照することが可能となる。（図１、２参

照） 
 
〔罰則〕 
 事業者が第 101 条第 1 項の規定に違反し

た場合には、50 万円以下の罰金に処せられ

る（法第 120 条第 1 号） 
 
 
２．第 102 条 
２．１ 条文 
（ガス工作物等設置者の義務） 
第百二条 ガス工作物その他政令で定める

工作物を設けている者は、当該工作物の所

在する場所又はその附近で工事その他の仕

事を行なう事業者から、当該工作物による

労働災害の発生を防止するためにとるべき

措置についての教示を求められたときは、

これを教示しなければならない。 
 
２．２ 趣旨・内容 
２．２．１ 趣旨 
 法第 102 条は、ガス工作物、電気工作物、

熱供給施設、石油パイプラインを設けてい

る者に対し、当該工作物の所在する場所又

はその附近で建設工事等を行う者から、当

該工作物による労働災害を防止するために

とるべき措置について教示を求められたと

きは、これを教示しなければならないこと

を定めている 13。 
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２．２．２ 内容 
 建設工事を行う場合、工事中にガス管、

電力地下ケーブル、蒸気配管、石油配管な

どの地下埋設物に接触し、これを破壊した

ことにより重大な災害を発生させるリスク

が存在する 14。 
そのため、接触あるいは破壊したことに

より重大な労働災害を発生させるおそれの

あるガス工作物などが存在する場所におけ

る工事に際しては、事前又は工事中に適切

な対策を講ずることが必要となる 15。この

対策を講じる場合においては、ガス工作物

などの設置者が危険性及び破壊、漏洩等の

事故の防止対策に関する必要な知識と経験

を有しているのが普通であるため、工事の

施工者に適切な措置をとらせるためにも、

ガス工作物等の設置者に災害の発生を防止

するためにとるべき措置についての教示義

務を課すこととしている 16。 
 法第 102 条の工作物としては、ガス工作

物以外に次のものが定められている（安衛

令第 25 条）。 
①電気工作物 
②熱供給施設 
③石油パイプライン 
 
 
３．第 103 条 
３．１ 条文 
（書類の保存等） 
第百三条 事業者は、厚生労働省令で定め

るところにより、この法律又はこれに基づ

く命令の規定に基づいて作成した書類（次

項及び第三項の帳簿を除く。）を、保存し

なければならない。 

２ 登録製造時等検査機関、登録性能検査

機関、登録個別検定機関、登録型式検定機

関、検査業者、指定試験機関、登録教習機

関、指定コンサルタント試験機関又は指定

登録機関は、厚生労働省令で定めるところ

により、製造時等検査、性能検査、個別検

定、型式検定、特定自主検査、免許試験、

技能講習、教習、労働安全コンサルタント

試験、労働衛生コンサルタント試験又はコ

ンサルタントの登録に関する事項で、厚生

労働省令で定めるものを記載した帳簿を備

え、これを保存しなければならない。 
３ コンサルタントは、厚生労働省令で定

めるところにより、その業務に関する事項

で、厚生労働省令で定めるものを記載した

帳簿を備え、これを保存しなければならな

い。 
 
３．２ 趣旨・内容 
３．２．１ 趣旨 
 法第 103 条では、労働基準監督機関によ

る監督の実効性を確保するとともに、事業

場における安全管理・衛生管理手法の適正

化と水準の向上に資するため、労働安全衛

生法と同法に基づく命令の規定に基づき作

成すべきこととされた書類のうち、特に労

働災害を防止するうえで必要とされるもの

については一定期間関係者に保存させるこ

ととし、また、当事者の資格等に関するも

のに関しては、その備付け及び保存を義務

づけている 17。 
 
３．２．２ 内容 
 事業者、登録製造時等検査機関、登録性

能検査機関、登録個別検定機関、登録型式

検定機関、検査業者、指定試験機関、登録
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教習機関、指定コンサルタント試験機関、

指定登録機関、コンサルタントは、一定の

書類・帳簿を作成し、一定の期間保存しな

ければならない 18。 
〔保存すべき書類の種類及び期間〕 
 法第 103 条第 1 項に基づき事業者が保存

すべき書類としては、 
①特別教育に関する記録 
②健康診断の結果に関する記録 
③定期自主検査の結果に関する記録 
④作業環境の測定に関する記録及びその評

価の記録 
⑤安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委

員会における議事で重要なものに係る記録 
などがある 19。 
このような記録の保存年限はそれぞれの

規則が定めている。例えば、定期自主検査

結果報告記録、作業環境測定結果記録、安

全・衛生委員会会議記録、特別教育記録は、

原則として 3 年間とされ、健康診断結果記

録や面接指導結果記録に関しては、医療法

の規定によるカルテの保存年限に合わせて

保存年限が 5 年間とされている（表 1）20。 
 また、特化則等において、発がん性のあ

る物質に係る健康診断の結果等については、

その保存期間が 30 年間とされ、石綿則第

40 条各項の健康診断結果記録（石綿健康診

断個人票）に関しては、労働者が常時業務

に従事しないこととなった日から 40 年間

の保存が定められている 21。 
〔第 103 条第 2 項の規定に基づく帳簿〕 

第 103 条第 2 項の規定による帳簿として

は、登録製造時等検査機関又は登録性能検

査機関が作成する製造時等検査又は性能検

査の対象機械等に関する帳簿、登録個別検

定機関又は登録型式検定機関が作成する個

別検定又は型式検定の対象機械等に関する

帳簿、検査業者が作成する特定自主検査の

機械等に関する帳簿、指定試験機関が作成

する免許試験に関する帳簿及び登録教習機

関が作成する技能講習又は教習に係る帳簿

がある（表 2）22。 
〔第 103 条第 3 項の規定に基づく帳簿〕 

第 103 条第 3 項の規定による帳簿として

は、コンサルタントが依頼者の氏名等を記

載する帳簿があり、この帳簿は記載の日か

ら三年間保存しなければならない（コンサ

ルタント則第 22 条）23。 
〔罰則〕 
 事業者が、法第 103 条第 1 項の規定に違

反して、作成した書類を保存しない場合は、

50 万円以下の罰金に処せられる（法第 120
条第 1 号）。 
 登録製造時等検査機関等の役員又は職員

が、第 103 条第 2 項の規定による帳簿の備

付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿

に虚偽の記載をした場合には、50 万円以下

の罰金に処せられる（法第 121 条第 5 号）。 
 コンサルタントが、第 103 条第 3 項の規

定に違反して、記載した帳簿の備付け若し

くは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の

記載をした場合には、50 万円以下の罰金に

処せられる（法第 120 条第 6 号）。 
 
 
Ｄ．考察 

 
Ｅ．結論 
 
Ｆ．研究発表 

1．論文発表 
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2．学会発表 
 
Ｇ．知的所有権の取得状況 

1．特許取得 
 

2．実用新案登録 
 

3．その他 
 
Ｈ．引用文献 
1） 
2） 
3） 
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図表がある場合は、これ以降に番号順に貼り付け（１段組） 
 

表１ 事業者の書類の保存 
書類 保存期間 

救護に関する訓練に関する記録 3 年間 
特別の安全衛生教育の受講者、科目などの記
録 

3 年間 

作業環境測定の結果の評価の評価日時、評価
箇所、評価結果及び評価を実施した者の氏名
の記録 

鉛業務を行う作業場及び有機溶剤の製造・取
扱いの作業場は 3年間、特定化学物質及びコ
ークスの製造などの作業場は 3 年間（クロム
酸などを製造する作業場は 30年間）、粉じん
作業場は 7 年間、石綿等の取扱い又は試験研
究のための製造の作業場は 40年間 

健康診断個人票（則様式第 5号） 5 年間 
高気圧業務健康診断個人票（高圧則様式第 1
号） 

5 年間 

電離放射線健康診断個人票（電離則様式第 1
号） 

5年間保存した後に厚生労働大臣が指定する
機関に引き渡すときを除き 30年間 

特定化学物質健康診断個人票（特化則様式第
2 号） 

特別管理物質の製造・取扱い業務は 30年間 
それ以外は 5年間 

石綿健康診断個人票（石綿則様式第 2号） 常時当該業務に従事しないこととなった日
から 40 年間 

鉛健康診断個人票（鉛則様式第 2号） 5 年間 
四アルキル鉛健康診断個人票（四アルキル鉛
則様式第 2 号） 

5 年間 

有機溶剤等健康診断個人票（有機則様式第 3
号） 

5 年間 

面接指導の結果の記録 5 年間 
じん肺則施行規則様式第 3 号による記録及
びじん肺健康診断に関するエックス線写真 

病院、診療所又は医師が保存しているエック
ス線写真を除き 7年間 

（表 1：出典）木村大樹『実務解説 労働安全衛生法』（経営書院、2013 年（平成 25 年））376～377 頁

（表 7-10。 
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表 2 登録製造時等検査機関などの帳簿の保存 
区分 記載事項 保存期間 

製造時等検査 ①製造時等検査を受けた者の氏名又は名称及び住所 
②製造時等検査対象機械・設備の型式、構造及び性能
並びにその安全装置及び附属装置などに関する事項 
③製造時等検査を行った年月日 
④製造時等検査を行った検査員の氏名 
⑤製造時等検査の結果 
⑥製造時等検査合格番号 
⑦その他製造時等検査に関し必要な事項 

3 年間 

性能検査 ①性能検査を受けた者の氏名又は名称及び住所並び
に性能検査対象機械・設備の設置の場所 
②性能検査対象機械・設備の型式、構造及び性能並び
にその安全装置及び附属装置などに関する事項 
③検査証番号 
④検査証の更新を行った年月日 
⑤検査証の有効期間 
⑥性能検査を行った検査員の氏名 
⑦性能検査の結果 
⑧その他性能検査に関し必要な事項 

3 年間 

個別検定 ①個別検定を受けた者の氏名又は名称 
②個別検定対象機械・設備の種類、型式及び性能 
③個別検定を行った年月日 
④個別検定を行った検定員の氏名 
⑤個別検定の結果 
⑥個別検定合格番号 
⑦その他個別検定に関し必要な事項 

10 年間 

型式検定 ①型式検定を受けた者の氏名又は名称 
②型式検定対象機械・設備の種類、型式及び性能 
③型式検定を行った年月日 
④型式検定を行った検定員の氏名 
⑤型式検定の結果 
⑥型式検定合格番号 
⑦その他型式検定に関し必要な事項 
⑧型式検定を行ったときはその年月日 
⑨型式検定において不合格としたときはその理由 

10 年間 
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特定自主検査 ①特定自主検査を受けた者の氏名又は名称及び住所 
②特定自主検査を行った機械・設備の種類、型式、性
能及び製造年月又は製造番号 
③特定自主検査を行った年月日 
④特定自主検査を実施した者の氏名 
⑤特定自主検査の結果 
⑥その他特定自主検査に関し必要な事項 

3 年間 

免許試験 免許試験の区分ごとの合格者の氏名、生年月日及び住
所 

試験事務を廃止す
るまで 

技能講習又は
教習 

技能講習又は教習の修了者の氏名、生年月日、本籍地、
終了年月日及び終了証番号 

技能講習の場合は
業務の廃止まで 
教習の場合は 2 年
間 

①技能講習又は教習の種類、科目及び時間 
②技能講習又は教習を行った年月日 
③技能講習の講師又は指導員及び技能検定員の氏名
並びにその者の資格に関する事項 
④技能講習又は教習の結果 
⑤その他技能講習又は教習に関し必要な事項 

5 年間 

労働安全コン
サルタント及
び労働衛生コ
ンサルタント
の登録 

労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタン
ト試験の区分ごとに次の事項 
①各月における登録、登録の拒否及び登録の取消しの
件数 
②各月における登録証の書換え、再交付及び返納の件
数 
③角津におけるコンサルタントがその業務を廃止又
は死亡した場合の報告などの件数 
④各月の末日において登録を受けている者の人数 

登録事務を廃止す
るまで 

（表 2：出典）木村大樹『実務解説 労働安全衛生法』（経営書院、2013 年（平成 25 年））377～379 頁

（表 7-11） 

 
図１ プレス機械等のリーフレット 
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図２ 溶接ヒュームに関するリーフレット
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厚厚生生労労働働行行政政推推進進調調査査事事業業費費補補助助金金  
（（政政策策科科学学総総合合研研究究事事業業（（政政策策科科学学推推進進研研究究事事業業））））  

分分担担研研究究報報告告書書  

労労働働安安全全衛衛生生法法第第 110044 条条かからら第第 110055 条条のの逐逐条条解解説説  

 
  

分担研究者 吉田肇 元京都大学法科大学院客員教授・弁護士 
 
 

＜研究要旨＞ 
心身の状態の情報は、労働者に対する安全配慮義務の履行や健康確保措置の実施のた

めに活用することが求められる一方で、心身の状態の情報は、その多くが機微な情報で

あり、個人情報保護法（以下「個情法」という。）における要配慮個人情報として適正に

取扱われる必要がある。安衛法１０４条は、雇用管理分野における個人情報保護法の特

則として、個情法を踏まえながら、心身の状態の情報の収集、保管、使用の各行為におい

て、労働者の健康確保のために必要な範囲内で情報を取り扱うことを定め、事業者内部

における心身の状態の情報の活用、情報共有については、情報を取り扱う者及びその権

限並びに取り扱う情報の範囲等を取扱規程に定め、産業医等の医療職により適切に加工

された情報を提供し、あるいは取扱者を限定する等の体制を採るよう求めている。 
本条は、上記のような心身の状態の情報の適正な取扱いを確保するために、同条２項

で、事業者に必要な措置を講じることを求めるとともに、同条３項に基づく指針及びそ

の内容を解説をする「手引き」を公表している。 
今後は、本条及び本指針、「手引き」の内容を事業者に周知し、心身の状態の情報の適

正な取扱いがなされるよう行政の適切な指導が求められる。 
なお、本条及び指針の周知に際しては、心身の状態の情報を収集する場合は、基本的に

は、指針を踏まえ労働者本人が安心して情報を提供できるような条件の整備と丁寧な説

明等により対応すべきであるが、労働者本人が合理的な理由なく必要な情報の提供に同

意しない場合には、就業規則等に基づき健康診断の業務上の指示を行い、あるいは安全

配慮等のために必要かつ合理的な範囲内で配転等の人事権の行使をすることも認められ

ることに留意すべきである。また、労働者本人が、上記の事業者による必要な条件の整備

と説明がなされていたにもかかわらず情報を秘匿していた場合には、事業主の予見可能

性はないとされるか、あるいは過失相殺が適用される可能性があることも留意すべきで

ある。更に、正当な理由で心身の状態の情報を事業者の内部で活用する場合、特に医療職

等により加工された情報を共有する場合は、就業規則と一体となった取扱規程に基づき、

適正に行われる限り、本条に基づく正当な行為であり、仮に本人の同意が得られないと
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しても、プライバシー侵害等の不法行為は成立せず、産業保健スタッフが安衛法１０５

条、刑法１３４条等の刑事責任を問われることもないことに留意すべきである。 
 以上のように、法が産業医をはじめとする事業場内産業スタッフに期待する役割は大

きいが、産業医の状況は、いまだ質的、量的に不十分な現状にあり、その改善が急がれ

る。 
また、掲記した裁判例は、いずれも本条の施行以前のものであるが、今後は心身の状態

の情報の取扱いに関する法的紛争は、本条及び個情法の解釈、適用とプライバシー侵害

による不法行為責任の有無という形で展開されることが予想される。 
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Ａ．研究目的 

本研究事業全体の目的は、以下の 3 点に

ある。 
①時代状況の変化に応じた法改正の方向

性を展望すること。 
②安衛法を関係技術者以外（文系学部出

身の事務系社員等）に浸透させ、社会一般へ

の普及を図ること。 
③安衛法に関する学問体系、安衛法研究

のための人と情報の交流のプラットフォー

ムを形成すること。 
そのため、条文の起源（立法趣旨、基礎と

なった災害例、前身）と運用（関係判例、適

用の実際）、主な関係令等（関係政省令、規

則、通達等）を、できる限り図式化して示す

と共に、現代的な課題や法解釈学的な論点

に関する検討結果を記した体系書を発刊す

ること。 
本分担研究の目的は、附則を除き 123 条

ある安衛法のうち第 104 条,105 条につい

て、その課題を果たすことにある。 
 
Ｂ．研究方法 
安全衛生に詳しい元労働基準監督官から、

現行安衛法の体系に関する解説と安衛法本

体の条文に紐付く政省令の選定を受けたう

えで、法学・行政学を専門とする分担研究者

が、各自、解説書、専門誌に掲載された学術

論文や記事、政府発表資料等の第 1 次文献

のレビューを行って執筆した文案を研究班

会議で報告し、現行安衛法や改正法の起案

に関わった畠中信夫元白鴎大学教授、唐澤

正義氏ら班員らからの指摘やアドバイスを

得て洗練させた。 
 

 
Ｃ．研究結果 
１．第 104 条,第 105 条 
前注 
 
１．１ 条文 

（（心心身身のの状状態態にに関関すするる情情報報のの取取扱扱いい））  

第第百百四四条条  事事業業者者はは、、ここのの法法律律又又ははここれれにに

基基づづくく命命令令のの規規定定にによよるる措措置置のの実実施施にに関関

しし、、労労働働者者のの心心身身のの状状態態にに関関すするる情情報報をを

収収集集しし、、保保管管しし、、又又はは使使用用すするるにに当当たたっっ

ててはは、、労労働働者者のの健健康康のの確確保保にに必必要要なな範範囲囲

内内でで労労働働者者のの心心身身のの状状態態にに関関すするる情情報報をを

収収集集しし、、並並びびにに当当該該収収集集のの目目的的のの範範囲囲内内

ででここれれをを保保管管しし、、及及びび使使用用ししななけけれればばなな

ららなないい。。たただだしし、、本本人人のの同同意意ががああるる場場合合

そそのの他他正正当当なな事事由由ががああるる場場合合はは、、ここのの限限

りりででなないい。。  

２２  事事業業者者はは、、労労働働者者のの心心身身のの状状態態にに関関すす

るる情情報報をを適適正正にに管管理理すするるたためめにに必必要要なな措措

置置をを講講じじななけけれればばななららなないい。。  

３３  厚厚生生労労働働大大臣臣はは、、前前二二項項のの規規定定にによよりり

事事業業者者がが講講ずずべべきき措措置置のの適適切切かかつつ有有効効なな

実実施施をを図図るるたためめ必必要要なな指指針針をを公公表表すするるもも

ののととすするる。。  

４４  厚厚生生労労働働大大臣臣はは、、前前項項のの指指針針をを公公表表しし

たた場場合合ににおおいいてて必必要要ががああるるとと認認めめるるとときき

はは、、事事業業者者又又ははそそのの団団体体にに対対しし、、当当該該指指

針針にに関関しし必必要要なな指指導導等等をを行行ううここととががでできき

るる。。  

  

（（健健康康診診断断等等にに関関すするる秘秘密密のの保保持持））  

第第百百五五条条  第第六六十十五五条条のの二二第第一一項項及及びび第第六六

十十六六条条第第一一項項かからら第第四四項項ままででのの規規定定にによよ

るる健健康康診診断断、、第第六六十十六六条条のの八八第第一一項項、、第第
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六六十十六六条条のの八八のの二二第第一一項項及及びび第第六六十十六六条条

のの八八のの四四第第一一項項のの規規定定にによよるる面面接接指指導導、、

第第六六十十六六条条のの十十第第一一項項のの規規定定にによよるる検検査査

又又はは同同条条第第三三項項のの規規定定にによよるる面面接接指指導導のの

実実施施のの事事務務にに従従事事ししたた者者はは、、そそのの実実施施にに

関関ししてて知知りり得得たた労労働働者者のの秘秘密密をを漏漏ららししてて

ははななららなないい。。  

  
１１．．２２  趣趣旨旨・・内内容容  
１１．．２２．．１１  第第 110044 条条  
１１．．２２．．１１．．１１  趣趣旨旨  
事業者は、労働者の健康確保措置を実施

し、事業者が負う民事上の安全配慮義務を

履行する目的で、心身の状態の情報を取り

扱う必要がある。 
一方、心身の状態の情報は、そのほとんど

が、機微情報であり、本人に不利益が生じな

いように、その取扱いに特に配慮を要する

個人情報保護法（以下「個情法」）上の「要

配慮個人情報」（同法 2 条３項）1に当たる

ことから、事業者が心身の状態の情報を取

り扱えるのは、本人が同意している場合の

ほか、労働安全衛生法令及びその他の法令

に基づく場合や、人の生命、身体、財産の保

護のために必要がある場合であって、本人

の同意を得ることが困難であるとき、ある

いは公衆衛生の向上等のために特に必要が

ある場合であって、本人の同意を得ること

が困難であるとき等とされている（個情法

20 条２項１乃至 8 号）。 

 
1 個情法２条３項は、本人の「病歴」とと

もに「政令で定める記述等が含まれる個人

情報」を要配慮個人情報として定義してい

る。後者について、個情法施行令２条は、

①身体障害、知的障害等の一定の心身の障

害があること（１号）、②医師等により行

われた健康診断等の結果（２号）、③健康

そこで、本条は、労働者が雇用管理におい

て不利益な取り扱いを受ける不安なく、安

心して健康診断等を受けられるように、事

業者に対し、労働者の心身の状態に関する

情報を上記の目的に即して、適正に収集、使

用、保管することを義務付ける（本条１項）

とともに、その適正な管理のための必要な

措置を講じる義務を負わせた（同条２項）も

のである。 
また、厚生労働大臣は、事業者の講ずべき

措置を適切かつ有効に実施するために指針

を公表する（同条３項）とともに、事業者又

はその団体に対し、必要な指導を行うこと

ができることとした 
 
１１．．２２．．１１．．２２  内内容容  
11..22..11..22..11  本本条条のの内内容容、、性性格格  
 2018 年（平成 30 年）の安衛法改正にお

いて産業医・産業保健機能の強化が図られ

たが、あわせて、心身の状態に関する情報の

取り扱いに関する本条が新設された。なお、

同時にじん肺法においても同様の改正が行

われている（同法 35 条の 3、35 条の 4）。 
本条において、事業者は、本人の同意があ

る場合その他正当な事由がある場合を除き、

安衛法又はこれに基づく命令の規定による

措置の実施に関し、労働者の心身の状態の

情報を収集し、保管し、又は使用するに当た

っては、労働者の健康の確保に必要な範囲

内で労働者の心身の状態の情報を収集し、

診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷そ

の他の心身の変化を理由として、本人に対

して医師等により心身の状態の改善のため

の指導又は診療もしくは調剤が行われたこ

と（３号）を、要配慮個人情報として規定

している。 
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並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保

管し、及び使用しなければならないとされ

ている（本条 1 項）。 
また、事業者は、労働者の心身の状態の情

報を適正に管理するために必要な措置を講

じなければならないこととされ（2 項）、厚

生労働大臣は、事業者が講ずべき措置の適

切かつ有効な実施を図るため必要な指針を

公表するものとされた（３項）。 
 本条３項（及びじん肺法３５条の３第３

項）に基づき、厚生労働省「労働者の心身の

状態に関する情報の適正な取扱いのために

事業者が講ずべき措置に関する指針」（平成

30年 9 月 7日 労働者の心身の状態の情報

の適正な取扱い指針公示第 1 号（以下、「本

指針」という。））が策定され、本指針に基

づき事業者が定めるべき取扱規程等につい

て解説した同省「事業場における労働者の

健康情報等の取扱規程を策定するための手

引き」（以下「手引き」という。）が「労働

者の健康情報の取り扱いに関する検討会」

において平成 31 年 3 月に作成された。 
なお、本指針の策定以前に策定された「雇

用管理分野における個人情報のうち健康情

報を取り扱うに当たっての留意事項につい

て（通知）」（平成 29 年 5 月 29 日付け個

情第 749 号・基発 0529 第 3 号（以下、「留

意事項」という。））、安衛法 66 条の 10
第 7 項に基づく「心理的な負担の程度を把

握するための検査及び面接指導の実施並び

に面接指導結果に基づき事業者が講ずべき

措置に関する指針」（平成 27 年 4 月 15 日

心理的な負担の程度を把握するための検査

等指針公示第 1 号。最終改正：平成 30 年 8

 
2 「手引き」では「健康情報等」とも呼ば

れている。「健康情報」とは、労働者の心

月 2 日公示第 3 号（以下、「ストレスチェ

ック指針」という。））及び安衛法 70 条の

2 に基づく「労働者の心の健康の保持増進

のための指針」（平成 18 年３月 31 日指針

公示第 3 号、最終改正：平成 27 年 11 月 30
日指針公示第 6 号。以下「メンタルヘルス

指針」という。）は、いずれも心身の状態の

情報の取扱いに関する記載を含んでいるが、

オーバーラップする部分については本指針

が優先し、本指針に定められていない部分

については、「留意事項」、ストレスチェッ

ク指針、メンタルヘルス指針によることと

なる。 
 また、上記のとおり、本条の「労働者の心

身の状態の情報」2は、そのほとんどが個情

法 2 条 3 項の「要配慮個人情報」に該当す

るが、本条は、そのことを踏まえながら、事

業者が、心身の状態の情報を主に労働者に

対する健康確保措置を実施し、安全配慮義

務を履行する目的で適切に取り扱うことを

求めるものである。その意味で、本条は、労

働安全衛生の分野における心身の状態の情

報のもつ特色を踏まえた個情法の特則とし

ての性格を有するといってよい。そして、本

指針及び「手引き」は、その特色を具体的に

反映した内容となっている。 
  
11..22..11..22..22  事事業業者者、、労労働働者者のの意意義義、、適適用用範範囲囲  
 本条の「事業者」は、事業を行う者で、労

働者を使用するものをいう（安衛法 2 条 3
号）が、通達（昭和 47 年 9 月 18 日発基第

91 号）で、ここにいう「事業者」とは、法

人企業であれば当該法人（法人代表者では

ない。）、個人企業であれば、事業経営主を

身の状態の情報のうち、要配慮個人情報に

該当するものを指す。 
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指すとされている。これは、従来の労働基準

法上の義務主体であった使用者と異なり、

事業経営の利益の帰属主体そのものを義務

主体としてとらえ、その安全衛生上の責任

を明確にしたものとされる。 
 本条の「労働者」とは、労基法 9 条に規

定する労働者（同居の親族のみを使用する

事業又は事務所に使用される者及び家事使

用人を除く。）をいう（安衛法 2 条 2 号）。 
 このように、本条は、同居の親族のみを使

用する事業の場合を除き、使用する全労働

者を対象として、全事業者に適用され、規模

の大小を問わない。 
  
11..22..11..22..33  心心身身のの状状態態のの情情報報のの取取扱扱規規程程のの

策策定定 
⑴⑴取取扱扱規規程程策策定定のの目目的的及及びび定定めめるるべべきき事事項項  

心身の状態の情報が、労働者の健康確保

措置の実施や事業者が安全配慮義務を履行

する目的の範囲内で適正に使用され、事業

者による労働者の健康確保措置が十全に行

われるよう、事業者は、当該事業場における

取扱規程を定め、労使で共有することが求

められる。心身の状態の情報の取扱いは、法

令で守秘義務が課されている産業保健業務

従事者以外の者が、法令に基づく取り組み

以外の機会に関与することもあり得るので、

情報を取り扱う者及びその権限、取り扱う

情報の範囲等について取扱規程で取り決め

ておくことが求められる。 
 本指針は、心身の状態の情報の取扱いに

 
3 取扱規程の雛形が「手引き」３０頁以下

に掲記されているので、参照されたい。 
4 本指針は、②については、個々の事業場に

おける心身の状態の情報を取り扱う目的や

取り扱う体制等の状況に応じて、部署や職

関する原則を明らかにするとともに、事業

者が策定すべき取扱規程の内容、作成方法、

運用等について定めている 3。 
 本指針は、取扱規程に定めるべき事項と

して以下の事項を挙げる。 
① 心身の状態の情報を取り扱う目的及び

取扱方法 
② 心身の状態の情報を取り扱う者及びそ

の権限並びに取り扱う心身の状態の情報の

範囲 4 
③ 心身の状態の情報を取り扱う目的等の

通知方法及び本人同意の取得方法 
④ 心身の状態の情報の適正管理の方法 
⑤ 心身の状態の情報の開示、訂正等（追加

及び削除を含む。以下同じ。）及び使用停 
止等（消去及び第三者への提供の停止を含

む。以下同じ。）の方法 
⑥ 心身の状態の情報の第三者提供の方法 
⑦ 事業承継、組織変更に伴う心身の状態の

情報の引継ぎに関する事項 
⑧ 心身の状態の情報の取扱いに関する苦

情の処理 
⑨ 取扱規程の労働者への周知の方法 
⑵⑵取取扱扱規規程程のの策策定定のの方方法法  

事業者は、取扱規程の策定に当たっては、

衛生委員会等を活用して労使関与の下で 
検討し、策定したものを労働者と共有する

ことが必要である。この共有の方法につい

ては、就業規則その他の社内規定等により

定め 5、当該文書を常時作業場の見やすい場

所に掲示、備え付け、あるいはイントラネッ

種ごとに、その権限及び取り扱う心身の状

態の情報の範囲等を定めることが適切であ

るとする。なお具体例として「手引き」別表

３，４参照。 
5 取扱規程を就業規則の一部とする方法と
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トに掲載するなどの方法により周知するの

が適切である。このように就業規則の一部

として取扱規程を策定し、周知することに

より、取扱規程の内容は労働契約の内容と

なり、事業者は取扱規程に定められた方法

で情報を取り扱うことができ、労働者はそ

れに応じる義務があることになる 6。こうす

ることにより取扱規程の実効性を確保する

ことにもなる。 
 なお、衛生委員会等を設置する義務がな

い常時５０人未満の労働者を使用する事業

場（以下「小規模事業場」）においては、必

要に応じて安衛則２３条の２の関係労働者

の意見を聴く機会を活用する等の方法によ

り、労働者の意見を聴いた上で取扱規程を

策定し、労働者と共有するのが適切である。 
 また、取扱規程を策定する単位は、当該企

業及び事業場の実情を踏まえて、事業場単

位ではなく、企業単位とすることも可能で

ある。 
11..22..11..22..44  取取扱扱方方法法のの種種類類  

心身の状態の情報に関する取扱方法とし

ては、以下のものがある（「手引き」4 頁参

照）。 
収集：健康情報等（心身の状態の情報）を入

手すること（健康診断結果の収集だけでは

なく、面談等により入手、記録することも含

む。 
保管：入手した健康情報等を保管すること

（紙媒体での保管、電子媒体での保存の両

者を指す。） 

 

しては、就業規則の規定に「別途定める

[健康情報等の取扱規程]は、この就業規則

の一部とする。」とする条項を設け、取扱

規程とともに労働基準監督署に届け出ると

ともに、労働者に周知することが考えられ

る。 

使用：健康情報等を取り扱う権限を有する

者が、健康情報等を（閲覧を含めて）活用す

ること、また第三者に提供すること（紙媒体

で入手した健康情報等をデータ化する場合

も「使用」に含まれる。） 
加工：収集した健康情報等の他者への提供

に当たり、当該健康情報等の取扱いの目的

の達成に必要な範囲内で使用されるように

変換すること（例えば、健康診断の結果等を

そのまま提供するのではなく、所見の有無

や検査結果を踏まえ、医師の意見として置

き換えることなど。） 
消去：収集、保管、使用、加工した情報を削

除するなどして使えないようにすること 
 
11..22..11..22..55  心心身身のの状状態態のの情情報報のの具具体体的的内内容容  
 事業者が、労働者の心身の状態の情報を

取り扱う主な目的は、上記のとおり、労働者

の健康確保措置を実施し、事業者が負う民

事上の安全配慮義務を履行することにある

が、その他に事故防止など、職場の同僚や顧

客などの第三者の安全確保、関係者の財産

保護のために取り扱われることもある。 
心身の状態の情報としては、例えば以下

のようなものがある（心身の状態の情報の

具体的内容（例）については、「手引き」３

２頁の別表１、「留意事項」の第２健康情報

の定義参照）。 
⑴健康診断の結果、医師等から聴取した意

見、それに基づく事後措置、保健指導の内容 
⑵長時間労働者を対象とした医師の面接指

6 例えば、後にも述べるように健康確保措

置を講じるために法定外健診を指示した場

合、指示の内容が合理的で相当なものであ

れば、検診に応じることは労働者の義務と

なり、応じない労働者を懲戒処分に付する

ことも可能となる。 
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導の結果、医師から聴取した意見、事後措置

の内容 
⑶ストレスチェックの結果、それに基づく

医師による面接指導の結果、医師から聴取

した意見、それに基づく事後措置の内容 
⑷健康診断の結果 
⑸その他（がん検診の結果、職場復帰のため

の面談の結果、治療と仕事の両立支援のた

めの医師の意見書 7、通院状況等疾病管理の

ための情報、産業保健業務従事者が労働者

の健康管理等を通じて得た情報、任意に労

働者等から提供された本人の病歴、健康に

関する情報、じん肺法に基づく措置を行う

ための情報、旅客自動車運送事業運輸規則

及び貨物自動車運送事業輸送安全規則に基

づくアルコール検知、睡眠に関する情報等） 
 
11..22..11..22..66  心心身身のの状状態態のの情情報報のの取取扱扱いいのの原原

則則～～心心身身のの状状態態のの情情報報をを取取りり扱扱うう者者及及びびそそ

のの権権限限並並びびにに取取りり扱扱うう心心身身のの状状態態のの情情報報のの

範範囲囲  
⑴⑴心心身身のの状状態態のの情情報報をを取取りり扱扱うう者者  
 心身の状態の情報を取り扱う担当者は、

以下の者である（後記別表３参照）。 
ア）人事に関して直接の権限を持つ監督的

地位にある者：社長、役員、人事部門の長 
イ）産業保健業務従事者：産業医（専属・嘱

託）、保健師・看護師、衛生管理者、衛生推

進者（安全衛生推進者） 
ウ）管理監督者：労働者本人の所属長 
エ）人事部門の事務担当者：人事部門の長以

外の事務担当 
 これらのうち、医師、保健師等について

は、後記のとおり法令で守秘義務が課され

ているが、それ以外の法令で守秘義務が課

されていない者については、取扱規程等で

守秘義務を規定しておく必要がある（個情

法２３条、２４条）。 
 また、健康診断等の実施や結果の入力を

外部に委託する場合は、情報を適切に取り

扱うことを含めた安全管理措置を講じるよ

う委託契約を締結し、必要かつ適切な監督

を行う必要がある（個情法２５条） 
⑵⑵担担当当者者のの権権限限及及びび取取りり扱扱うう心心身身のの状状態態のの

情情報報のの範範囲囲  
 本指針は２⑼で、心身の状態の情報の取

扱いの原則について、情報の性質により以

下の３つの類型に情報を分類して整理して

いる。（担当者毎の取り扱う情報の範囲と権

限については後記別表４参照） 
 
 
 
 

 

心身の状態の情報の分類 左欄の分類に該当する心身

の状態の情報の例 

心身の状態の情報の取扱 

いの原則 

① 労働安全衛生法令に基 （ａ）健康診断の受診・未受 全ての情報をその取扱いの

 
7 平成 29年 3月 28日、働き方改革実現会

議で決定された「働き方改革実行計画」で

は、病気の治療と生活の両立が重要な課題

の一つとして掲げられた。また、厚労省

「事業場における治療と職業生活の両立の

支援のためのガイドライン」は、68条

（病者の就業禁止）について、労働者が罹

患した疾病の性質によっては、事業者がま

ずは配転、時短などの必要な措置を講ずる

ことで就業を支援し、やむを得ない場合に

限り禁止する趣旨であるとする。 
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づき事業者が直接取り扱う

こととされており、労働安

全衛生法令に定める義務を

履行するために、事業者が

必ず取り扱わなければな 

らない心身の状態の情報 

診の情報 8 

（ｂ）長時間労働者による

面 接 指 導 の 申 出 の 有 無 

（ｃ）ストレスチェックの

結果 9、高ストレスと判定さ

れた者による面接指導の申

出の有無 

（ｄ）健康診断の事後措置

について医師から聴取した

意見  

（ｅ）長時間労働者に対す

る面接指導の事後措置につ

いて医師から聴取した意見  

（ｆ）ストレスチェックの

結果、高ストレスと判定さ

れた者に対する面接指導の

事後措置について医師から

聴取した意見 

目的の達成に必要な範囲を

踏まえて、事業者等が取り 

扱う必要がある。 

ただし、それらに付随す

る健康診断の結果等の心身

の状態の情報につい ては、

②の取扱いの原則に従って

取り扱う必要がある。 

② 労働安全衛生法令に基

づき事業者が労働者本人の

同意を得ずに収集すること 

が可能であるが、事業場ご

との取扱規程により事業者

等の内部における適正な取

扱いを定めて運用すること 

が適当である心身の状態の

情報 10 

（ａ）健康診断の結果（法定

の項目） 

（ｂ）健康診断の再検査の

結果（法定の項目と同一の

ものに限る。） 

（ｃ）長時間労働者に対す

る面接指導の結果  

（ｄ）ストレスチェックの

結果、高ストレスと判定さ

事業者等は、当該情報の取

扱いの目的の達成に必要な

範囲を踏まえて、取り扱う

ことが適切である。そのた

め、事業場の状況に応じて、 

 ・情報を取り扱う者を制 

限する 

 ・情報を加工する 

 等、事業者等の内部にお 

 
8 要配慮個人情報には当たらないので、取得に当たり本人の同意（個情法２０条 2項）は

不要である。 
9 ストレスチェックの結果については、当該ストレスチェックを行った医師等からストレ

スチェックを受けた労働者に対して通知されることとなっている。また、この場合におい

て、当該医師等は、あらかじめストレスチェックを受けた労働者の同意を得ないで、当該

労働者のストレスチェックの結果を事業者に提供してはならないこととされている（安衛

法６６条の１０第２項）。 
10②の心身の状態の情報について、労働安全衛生法令に基づき行われた健康診断 の結果の

うち、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準（平成 19年厚 生労働省令第 157

号）第２条各号に掲げる項目については、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57年法
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れた者に対する面接指導の

結果 

ける適切な取扱いを取扱 

規程に定め、また、当該取扱

いの目的及び方法等につい

て労働者が十分に 認識で

きるよう、丁寧な説明を行

う等の当該取扱いに対する

労働者の納得性を高める措

置を講じた上で、取扱規程

を運用する必要がある。 

③ 労働安全衛生法令にお

いて事業者が直接取り扱う

ことについて規定されてい 

ないため、あらかじめ労働

者本人の同意を得ることが

必要であり、事業場ごとの

取扱規程により事業者等の

内部における適正な取扱い

を定めて運用すること が

必要である心身の状態の情

報 11 

（ａ）健康診断の結果(法定

外項目) 

（ｂ）保健指導の結果 

（ｃ）健康診断の再検査の

結果（法定の項目と同一の

ものを除く。） 

（ｄ）健康診断の精密検査

の結果 

（ｅ）健康相談の結果 

（ｆ）がん検診の結果 

（ｇ）職場復帰のための面

接指導の結果 

（ｈ）治療と仕事の両立支

援等のための医師の意見書 

（ｉ）通院状況等疾病管理

のための情報 

個人情報の保護に関する法

律に基づく適切な取扱いを

確保するため、事業場ごと

の取扱規程に則った対応を

講じる必要がある。 

 

ⅰⅰ））各各類類型型のの情情報報のの個個情情法法上上、、安安衛衛法法上上のの

位位置置づづけけとと取取りり扱扱いいのの原原則則  

上記の第 1類型と第２類型は、ともに「法

令に基づく場合」（個情法２０条２項第１

 

律第 80 号）第 27 条第３項の規定により、事業者は保険者の求めに応じて健康診断の結果

を提供しなければならないこととされているため、労働者本人の同意を得ずに事業者から

保険者に提供できる。 
11 労働安全衛生法令以外の他法令（道路運送法、貨物自動車運送事業法、航空法、食品衛

生法、水道法等）に基づいて事業者が取り扱う情報もある。 

号）として、取得に当たり本人の同意は不要

である。第３類型は、「法令に基づく場合」

に基本的に該当しないため本人の同意が必

要なもの（個情法２０条２項）として位置づ

－2248－



分担研究報告書（吉田肇） 

11 

 

けられている。 

個情法上は、適法に取得した個人情報で

あれば、事業者は利用目的の達成に必要な

範囲内でそれを取り扱うことが認められて

おり、個人情報の取り扱いについて事業者

内の役割分担は定められておらず、個情法

上、当該事業者内部において情報を隔てる

「壁作り」は規定されていない。 

一方、安衛法上は、安全配慮義務の履行や

労働者の健康確保措置の実施のために必要

な範囲内で心身の状態の情報を共有するこ

とが認められており、安衛法１０４条３項

に基づく指針（本指針）にしたがい、適正な

個人情報の取り扱い方法を講じることが求

められている。 

ⅱⅱ））各各類類型型のの情情報報のの取取扱扱いいにに関関すするる基基本本的的

なな考考ええ方方  

「手引き」及び本指針は、各類型の情報の

取扱いに関する基本的な考え方を以下のよ

うに整理している 12。 

第１類型については、法令を遵守するた

めには、事業者が把握する必要があり、その

把握を怠ると、健康診断や面接指導、事後措

置を履行するという事業者の義務が果たせ

なくなる情報である。 

第２類型は、事業者が法令に基づき把握

することができるものの、必ずしも事業者

が直接把握する必要がない情報であるため、

 
12 三柴丈典教授は、行政による情報取扱４

原則として、ⅰ本人同意の取得、ⅱ産業医

等産業保健の専門家（できる限り法律上の

守秘義務を負う者）による生情報の管理、

ⅲ産業保健の専門家以外の者へ情報を渡す

場合の情報加工、ⅳ衛生委員会等での審議

を踏まえた規定の整備を求めてきたとし、

これらはあくまで原則なので、事情によっ

て求められる条件は変わり得るのであり、

労働者がその取扱いについて十分に納得で

きるよう、健康情報等を取り扱う者の中で

も、当該情報を取り扱うことができる者を

制限したり、医療職種がいる場合には、医療

職種が情報を加工した上で事業者が取り扱

うといった対応が求められる。 

なお、当該情報を取扱う担当者は、事業場

の状況に応じて労使の話合いにより定める

ことが求められる。事業場内に産業医や保

健師等の医療職種がいる場合には、その取

扱いを医療職種に制限することも考えられ

る。 

第１類型、第２類型いずれの情報につい

ても、取り扱いの目的や方法等について、あ

らかじめ取扱規程に定めることが望まれる。 

第３類型の情報は、労働者本人の同意を

得て収集する必要があり、事業場内の誰が、

どのように取り扱うか、取扱規程にあらか

じめ定める必要がある。 

⑶⑶心心身身のの状状態態のの情情報報をを取取りり扱扱うう目目的的等等のの通通

知知方方法法  

各類型のいずれの情報についても、取り

扱う目的や取扱方法等について、労働者に

周知（方法としては、例えばイントラネット

での掲載、パンフレットの配布事業場の担

当窓口の備え付け、掲示板への掲示、メール

の一斉送信（メールアドスの悪用を防ぐた

め宛先を送信者自身とし、送信先アドレス

例えばⅰが満たされなくとも、その努力を

したうえ、他の原則を満たせば足りること

もあり得るとする。そして、本指針と手引

きに示された分類は、個情法の改正を踏ま

え、安衛法令に基づき、４原則を展開した

ものとする。（「対談で読み解くサイバー

セキュリティと法律」商事法務 ２９６

頁） 
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は BCC に記載する方法等が望ましい）等が

考えられる）した上で収集する必要がある

（個情法２１条参照）。これは、外部で受診

した健康診断の結果を本人の意思に基づき、

本人から事業者に提出してもらう場合も同

様である。 

また、第２類型の情報は、あらかじめ同意

を得ずに収集することが可能であるが、必

ずしも事業者が直接把握する必要がない情

報であるため、取り扱いの目的や方法等に

ついて労働者の十分な理解を得ることが望

ましく、取扱規程に定めた上で健康診断の

受診案内等にあらかじめ記載する等の方法

により労働者に通知することも考えられる。 

 また、取り扱う目的を変更した場合には、

変更した目的について、本人に通知し、公表

しなければならない（個情法２１条３項）。 

 なお、退職者についても、その心身の状態

の情報を取り扱う場合は上記と同様の取扱

いが求められ、郵送等の方法で通知、公表す

ることが必要となる。 

⑷⑷本本人人のの同同意意取取得得  

ⅰⅰ））本本人人のの同同意意取取得得のの方方法法  

第３類型の情報は、個情法２０条第２項

各号に該当する場合（法令に基づく場合、人

の生命、身体又は財産の保護のために必要

がある場合であって、本人の同意を得るこ

とが困難であるとき等）を除き、取り扱う目

的や取扱方法等について労働者に周知した

上で、更に労働者本人の同意を得て収集す

る必要がある。 

労働者本人の具体的な同意を得る方法と

 
13 個情法ガイドライン通則編２－１６「本

人の同意」によると、「本人の同意」と

は、本人の個人情報が、個人情報取扱事業

者によって示された取扱方法で取り扱われ

しては、本人からの同意する旨の口頭によ

る意思表示の外、同意する旨の書面、メー

ル、ホームページ上の同意ボタンのクリッ

クなどが考えられる 13。 

なお、第３類型の情報を書面または口頭

により、労働者本人から適正に直接取得す

る場合には、労働者が情報を提供したこと

をもって事業者が当該情報を取得すること

について労働者本人の同意があったものと

考えられる 14（例えば、労働者が治療と仕事

の両立支援のために、勤務情報提供書に対

応した主治医意見書を事業者に提出した場

合）。ただし、当該情報について事業者等が

医療機関等に直接問い合わせる場合には、

別途、労働者本人の同意を得る必要がある。 

いずれの場合も、同意取得の裏付けとな

る資料を保管することが適切である。 

 なお、ストレスチェックについては、検査

を行った医師等は、あらかじめ当該検査を

受けた労働者の同意を得ないで、当該労働

者の検査の結果を事業者に提供してはなら

ない（安衛法６６条の１０第２項）とされて

いるが、ストレスチェック結果が当該労働

者に知らされていない時点でストレスチェ

ック結果の事業者への提供についての労働

者の同意を取得することは不適当であるた

め、事業者は、ストレスチェックの実施前又

は実施時に労働者の同意を取得してはなら

ないとされている。（ストレスチェック指針

１１の（３）） 

 ただし、ストレスチェックを受けた労働

者が、事業者に対して面接指導の申出を行

ることを承諾する旨の当該本人の意思表示

をいうとしている。 
14 同ガイドライン３－３－２要配慮個人情

報の取得（法２０条２項関係）。 
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った場合には、その申出をもってストレス

チェック結果の事業者への提供に同意がな

されたものとみなして差し支えないとされ

ている（上記ストレスチェック指針） 

ⅱⅱ））就就業業規規則則にに心心身身のの状状態態のの情情報報をを取取りり扱扱

うう規規程程をを設設けけてて労労働働者者にに周周知知ししたた場場合合とと本本

人人のの同同意意  

 健康診断の結果に法定外の項目が含まれ

る場合（例えば、がん検診等）、法定項目に

ついては第１類型の情報に該当するので労

働者の同意を得ずに収集することが可能で

あるが、法定外の項目については第３類型

の情報に該当するため、個情法２０条２項

に規定する例外を除き、労働者のあらかじ

めの同意を得る必要がある。「手引き」は、

この場合、労働者に対し、事前に事業者が必

要とする項目を明示し、それ以外の項目は

提出は不要であることを伝える等の対応が

求められるとしている 15。 

 しかしながら、このような場合に、事業者

に対し、その都度、労働者本人の同意を書面

等で得ることを求めることは、事業者にと

って大きな負担となる。そこで、「手引き」

は、就業規則を作成、変更し、心身の状態の

情報の取扱いに関する規程を追加するに際

し、心身の状態の情報を取得する方法、利用

目的等について労使で十分協議した上で取

扱規程を盛り込み、労働者に適切な方法で

周知するとともに労働者の求めに応じて内

容等を丁寧に説明している場合には、労働

者が本人の意思に基づき情報を提供したこ

とをもって、当該情報の取扱いについて労

働者本人の同意の意思が表示されたと解さ

れるとしている 16。 

 
15 「手引き」９頁。 
16 「手引き」１０頁の Q＆A参照。 

 これは、労働者本人が自らの意思で就業

規則（取扱規程）に定めた情報を提出した場

合には、その提出をもって当該情報の取扱

いに同意する意思を表示したものと解する

旨の規定を取扱規程に定めた場合 17には、

合理的な就業規則の作成、変更により就業

規則の規定内容が労働契約の内容となるこ

とにより（労働契約法 7条、10条）、労働

者の個別の同意なく、就業規則の規定に基

づき個情法２０条２項の同意を得たものと

して扱われるということ意味する。 

ⅲⅲ））就就業業規規則則にに取取扱扱規規程程をを設設けけてて労労働働者者にに

周周知知ししたたににももかかかかわわららずず、、本本人人がが同同意意ししなな

いい場場合合のの取取扱扱いい  

 事業者が健康管理措置を講じ、安全配慮

義務を履行するためには、本人から法定外

健診の結果等の心身の状態の情報を収集す

る必要が生じる場合がある（例えば、健康診

断の精密検査の結果を把握しないと就業上

の措置を決定できない場合、メンタルヘル

ス不調により職場で問題行動を繰り返す場

合等）。 

この場合、事業者には、取得した情報の管

理を適正に行い、労働者が安心して健診結

果を提供できる条件を整えることが、まず

求められ、事業者は就業規則で定めた心身

の状態の情報と取り扱いに関する規程につ

いて、改めて当該労働者（場合によっては家

族に事情を説明し、協力を得ることが適切

な場合もあり得る）に対し丁寧に説明し、理

解を求めることが必要となる。その場合、事

業場の状況に応じ、取扱規程には、取り扱い

の目的や取扱方法を定めるとともに、情報

の内容、利用目的によっては、情報の提供先

17 「手引き」３０頁「取扱規程の雛形」参

照。 
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を医療職種に限定し、事業者や管理監督者、

人事労務担当者には加工された情報のみを

提供する等の定めを設け、運用することが

求められる 18。 

このような条件を整えた上で、当該労働

者が健診結果を提供することに同意しない

場合には、就業規則に基づき適切な対応を

することとなる 19。対応の内容は、検診の指

示に従わない場合には、業務命令違反等を

理由とする懲戒処分（労契法１５条の要件

を満たす必要がある）、メンタル不調者が休

職の要件を満たす場合には休職命令を発令

してその後の経過を見る、精密検査の結果

次第では現在の担当業務に従事させること

 
18 ティー・エム・イーほか事件・東京高判

平成 27 年 2 月 26 日労判 1117 号 5 頁（原

審：静岡地判平成 26 年 3 月 24 日労判 117
号 12 頁）(確定)は、入社前より精神科クリ

ニックを受診していたものの、通院してい

る事実や診断名を告げていなかった派遣社

員が自殺した事案について、判決は、メンタ

ル不調に陥った労働者の早期発見と適切な

対応を測るために、体調に懸念のある労働

者に対しては、抽象的に体調を尋ねるだけ

では足りず、通院や診断、投薬の状況等を聞

く等して、不調の具体的な内容や程度等を

詳細に把握し、必要に応じて産業医の診察

を受けさせるなど体調管理が適切に行われ

るよう配慮し、指導すべき義務があったと

した上で、派遣社員に対して直截に具体的

な病名等を確認しようとしても、同人が素

直にこれに応じてうつ病又はうつ状態にあ

ることを説明したか否かは分からないが、

同人がそのような不安（病名を明らかにす

ると解雇されるかもしれないという不安）

が不適切な可能性がある場合には配置転換

（担当業務の変更）を行う、必要な範囲内で

の業務軽減措置をとること等が考えられよ

う。なお、配置転換をする場合は、安全配慮

義務を履行する観点も踏まえた業務上の必

要性や著しい不利益となることを避ける等

配置転換の要件を満たす必要がある。業務

軽減措置を講じる場合も、産業医等の医師

の意見を聴いた上で、制限の内容を決定す

ることが求められる。 

なお、法定外健診の受診命令については、

電電公社帯広局事件最高裁判決 20は、受診

の指示に関する規定の内容が合理的なもの

であれば、規定された義務は労働契約の内

を抱くようになった原因の 1 つには、上司

らの派遣社員に対する日頃の対応があった

のではないかとも考えられ、そのこと自体、

被控訴人派遣会社や被控訴人派遣先会社に

おける従業員に対する安全配慮義務の履行

が必ずしも十分なものではなかったことを

推認させるものである。」としている。（な

お、メンタルヘルス指針 6(3)「メンタルヘ

ルス不調への気づきと対応」参照） 
19 「手引き」１１頁の Q＆A参照。 
20 最一小判昭和61年3月13日裁判集民 147
号237頁。頸肩腕症候群の長期罹患者に対

する総合精密検診の受診を命ずる業務命令

の有効性が問題となった事案であったが、

判決は、健康回復を目的として公社は指示

をすることができるとする就業規則・健康

管理規程の規定の内容は合理的であり、そ

れに基づく総合精密検査の指示は、疾病の

治癒回復という目的との関係で、合理性な

いし相当性が肯定し得るかぎり、労働契約

上、指示に従う義務を負っているとした。  
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容となっており、規定に基づく具体的指示

が、その目的に照らして、合理性ないし相当

性が肯定し得る内容であるかぎり、労働者

は、労働契約上、指示に従う義務を負ってい

るとしている 21。 
ただし、事業者は、労働者が心身の状態の

情報の取扱いに同意しないことを理由とし

て、合理性のない不利益取扱いをしてはな

らず、また労働者の健康確保措置及び民事

上の安全配慮義務の履行に必要な範囲を超

えて、当該労働者に対して不利益な取り扱

いをしてはならない。 

本指針 22は、不利益な取り扱いの例とし

て、労働者が情報の取扱いに同意しないこ

とや情報の内容を理由として解雇、雇止め、

退職勧奨をすること、不当な動機・目的をも

って配置転換、職位（役職）の変更を行うこ

と、その他労働関係法令に違反する措置を

講じること、健康診断後に医師の意見聴取

を行わずに就業上の措置を行う（安衛法６

６条の４，５）こと、医師の意見と著しく異

なる就業上の措置を行うことを挙げている。 

 なお、事業者が心身の状態の情報を適正

に管理し、安心して情報を提供できる条件

を整えていたにもかかわらず、労働者本人

が心身の状態の情報を自ら提供せず、事業

者が当該情報の提供がないと必要な健康管

 
21 その後、京セラ事件（最一小判昭和 63年

9月 8日労判 530号 13頁[上告棄却]、東京

高判昭和 61 年 11 月 13 日労判 487 号 66

頁。）では、就業規則等に定めがないとして

も、労使間における信義則ないし公平の観

念に照らし合理的かつ相当な理由のある措

置であれば、指定医の受診を指示すること

ができ、従業員はそれに応ずる義務がある

理措置を講じることができなかったため、

労働者が疾病を増悪させる等の結果を生じ

させた場合には、事業者は、予見可能性がな

かったことにより免責され、あるいは過失

相殺等により責任が減じられる可能性があ

る 23。 

⑸⑸事事業業者者等等のの内内部部ににおおけけるる情情報報のの適適切切なな取取

扱扱いいににつついいてて  

 メンタルヘルス指針の７「メンタルヘル

スに関する個人情報の保護への配慮」では、

「メンタルヘルスに関する労働者の個人情

報は、健康情報を含むものであり、その取

得、保管、利用等において特に適切に保護し

なければならないが、その一方で、メンタル

ヘルス不調の労働者への対応に当たっては、

労働者の上司や同僚の理解と協力のため、

当該情報を適切に活用することが必要とな

る場合もある」としている。 

手引きでは、後掲（常時使用する労働者が

１０人以上の事業場の例を掲記する。（１０

人未満の例は、「手引き」参照。））の別表

３で健康情報を取り扱う者の分類が、別表

４で健康情報を取り扱う者及びその権限並

びに取り扱う健康情報等の範囲が示されて

いる。これらを参考にしながら、それぞれの

事業場の状況に応じた内容で、内部におけ

る情報の適切な取扱いを取扱規定に定める

とされている。 
22 なお、本指針は本文に掲げる不利益な取

り扱いを行うことは、一般的に合理的なも

のとはいえないので、事業者は原則として

これを行ってはならないとしているが、合

理的な理由のある不利益取扱いを、それぞ

れの要件に従って行使することまで否定す

る趣旨とは解されない。 
23 同旨前掲三柴「労働者のメンタルヘルス

情報と法」１５８頁以下。 
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ことが求められる。 

 特に第２類型の情報を取り扱うに際して

は、事業者等は、当該情報の取扱いの目的の

達成に必要な範囲を踏まえて取り扱うこと

が適切であり、事業場の状況に応じて、情報

を取り扱う者を制限する、情報を加工する

（医療職種がいる場合）等、事業者等の内部

における取扱いを適正な内容で取扱規程に

定める必要がある。 

心身の状態の情報を取り扱う者が取扱規

程で制限されている場合において、制限さ

れた者以外に情報を提示する場合には、原

則として、あらかじめ本人の同意が必要と

される（「手引き」）。ただし、個情法１８

条３項に規定する、法令に基づく場合、人の

生命、身体又は財産の保護のために必要が

 
24 「手引き」１０頁。前掲三柴「対談で読

み解くサイバーセキュリティと法律」２９

７、３０２頁以下は、政策立案者の産業医

等が形成する「産業保健ボックス」で健康

情報等を管理させようとの意図が窺われ、

今後はストレスチェックの結果も法定健診

結果もそこで扱われ、就業判定の結果や事

業者がなすべき就業上の配慮措置などの加

工情報だけがボックス以外の関係者に伝え

られるというフランス的な形に統合されて

いくのではないかと思われるが、現状では

実質的な産業医等の質量がそれをカバーで

きる水準ではないことから外部の専門機関

なども活用しつつ時機を待つことになると

する。同時に、日本の労使の信頼関係が重

視される根強い労使慣行や、事業者の健康

管理責任の強化といった日本的な特徴も踏

まえれば、法定外健診の実施の場合と同様

に、事業者が労働者が安心して情報を提供

できる条件づくりをすれば、労働者の本人

同意が擬制される（事業者が一定の条件下

で健康情報等を取り扱える／取り扱うべき

余地を残しておく）といった考え方も必要

とする。 
25 本条及び本指針等が施行される以前の文

書であるが、平成１８年３月に公表された

ある場合であって、本人の同意を得ること

が困難であるとき等には、あらかじめ本人

の同意を得ることなく個人情報を取り扱う

ことが可能であり、その他安衛法１０４条

１項の「正当な事由」があると認められる場

合にも、適法な取扱いとされる場合があろ

う 24。特に（就業規則と一体となった）取扱

規程にしたがいメンタルヘルスに関する情

報等の心身の状態の情報を医療職が加工し

て他の取扱者に情報を提供する場合は、取

扱規程が適正に作成、運用され、使用目的が

合理的なものである限り、就業規則の効力

により当該労働者本人は当該情報を提供す

ることに応じる義務があり、安衛法１０４

条の「正当な事由」がある使用に当たると考

えられる 25。この場合、労働者本人の個別の

中央労働災害防止協会「職場におけるメン

タルヘルス対策のあり方検討委員会報告

書」は、報告書の別紙５の１で「事業場内

産業保健スタッフがメンタルヘルスに関す

る相談を受ける場合、相談の場で取得した

個人情報を同一事業場内で取り扱う場合は

個人情報保護法の第三者提供には該当しな

いが、医療職等に課せられた守秘義務を遵

守すること及び事業場に求められる就業上

の措置を適切に実施していくことが重要で

ある。すなわち、事業場内産業保健スタッ

フは、取得した健康情報を人事担当者や 

職場の上司に対して秘密にしておけばよい

のではなく、事業者が適切な就業上の措置

を実施することができるように健康情報を

加工して通知しなければならない。特に、

本人が事業者には通知しないよう希望する

場合であっても、労働者の生命や健康の保

護のために必要がある場合、特別な職業上

の必要性がある場合、または、労働安全衛

生に関する措置に必要である場合であっ

て、本人の同意を得ることが困難または医

療上望ましくない場合は、企業等に求めら

れる措置を的確に遂行するうえで必要な情

報を提供すべきである。」としていた。な

お、安衛法１０４条が健康情報を取扱う目
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同意がなくとも、情報提供行為は適法と考

えられる（本指針２⑼の第２類型の情報の

取扱いの原則参照）。法律に基づく適法行為

（正当行為）とされる結果、医療職等の産業

保健スタッフの情報提供行為は、安衛法１

１９条１号、１０５条、刑法１３４条等の刑

罰法規違反とはならず、個情法１８条１項

も適用されず（同条３項１号あるいは２号）、

プライバシー侵害の不法行為にも該当しな

いと解される。 

なお、小規模事業場においては、⑵の原則

に基づいた十分な措置を講じる体制を整備

することが困難な場合も少なくないため、

その事業場の状況に応じて、取扱規程を定

めるともに、特に第２類型に該当する情報

の取扱いについては、衛生推進者を選任し

ている場合にはその者に取り扱わせる方法

や、取扱規程に基づき適切に取り扱うこと

を条件に、取り扱う心身の状態の情報を制

限せずに事業者自らが直接取り扱う方法等

も考えられる（本指針）。 

「手引き」の別表４は、常時使用する労働

者が１０人未満の事業場の例も掲記してい

るが、そこでは産業保健業務従事者がいな

い場合の健康情報を取り扱う者及びその権

限の具体例が示されている。また、第１類型

の情報について、事業者自ら取り扱うとと

もに管理監督者に当たる所属上長が情報の

収集、保管、使用、加工等を行うことや、情

報の使用に当たっては、地域産業保健セン

ター等の事業場外資源を活用し、必要な情

報が的確に伝達されるために医療職が適切

に加工した情報を取り扱うこと等も例示さ

れている。 

 

 

別表３：健康情報等を取り扱う者の分類 （別表４の「取り扱う者及び権限」の表記に対応） 

＜常時使用する労働者が 10 人以上の事業場の例＞ 

健健康情報等を取り扱う者 具体的内容 表記 

ア）人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者 社長、役員、人事部門の長 担当ア 

イ）産業保健業務従事者 産業医（専属・嘱託）、保健師・

看護師、衛生管理者、衛生推進者

（安全衛生推進者） 

担当イ 

ウ）管理監督者  労働者本人の所属長 担当ウ 

エ）人事部門の事務担当者 人事部門の長以外の事務担当者 担当エ 

 

的には、労働者本人に対する安全配慮義務

の履行や健康確保措置の実施だけでなく、

職場の同僚や顧客など第三者の安全確保、

関係者の財産保護のためにも取り扱われる

ことに留意すべきであろう。 
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11..22..11..22..77 心心身身のの状状態態のの情情報報のの適適正正管管理理 
⑴⑴心心身身のの状状態態のの情情報報のの適適正正管管理理ののたためめにに講講

ずずべべきき措措置置  
講ずべき措置としては、以下のものがあ

げられる。 

①心身の状態の情報を必要な範囲において

正確・最新に保つための措置（個情法２２

条） 
➁心身の状態の情報の漏洩、滅失、改ざん等

の防止のための措置（組織体制の整備、正当
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な権限を有しないものからのアクセス防止

のための措置等）（同法２３条） 
③保全の必要がなくなった情報の適切な消

去等（同法２２条）（ただし、法令により保

存期間が定められている場合はその保存期

間が経過するまでの間は保存しなければな

らない。下記「保存期間一覧表」参照） 
 なお、情報の適切な管理に際しては、企業

や事業場ごとの体制、整備等を個別に勘案

して、その運用の一部または全部を本社事

業場において一括して行うことも考えられ

る。 

 また、心身の状態の情報の取扱いを外部

に委託する場合は、委託先において安全管

理措置が適切に講じられるよう、委託先に

対して必要かつ適切な監督を行う必要があ

る（同法２５条）。具体的には、委託契約に

安全管理措置の規定を盛り込み、定期的に

確認すること等が考えられる。再委託に関

しては、それを認めるか否かを委託契約で

定めるとともに、再委託を認める場合には、

再委託先にも委託先と同様の義務を負わせ

ることが考えられる。 

 

【保存期間一覧表】 

      ＜健康診断名（根拠条文）＞                       ＜保存期間＞ 

① 雇入時の健康診断（安衛則第 43 条）                 5 年間（安衛則第 51 条） 

 ② 定期健康診断（安衛則第 44 条）                    5 年間（安衛則第 51 条） 

 ③ 特定業務従事者の健康診断（安衛則第 45 条）           5 年間（安衛則第 51 条）  

④ 海外派遣労働者の健康診断（安衛則第 45 条の 2）         5 年間（安衛則第 51 条） 

⑤ 給食従業員の検便（安衛則第 47 条）                      5 年間（安衛則第 51 条）  

⑥ 歯科医師による健康診断（安衛則第 48 条）                 5 年間（安衛則第 51 条）  

⑦ 労働衛生指導医の意見に基づく臨時の健康診断          5 年間（安衛則第 51 条） 

（安衛法第 66 条第 4 項） 

⑧ 事業者の指定した健康診断を受けず、健康診断に相当 

する健康診断 を受け、その結果を証明する書面を事業      5 年間（安衛則第 51 条） 

者に提出した場合 （安衛法第 66 条第 5 項）    

⑨ 深夜業に従事する労働者の自発的健康診断            5 年間（安衛則第 51 条） 

（安衛法第 66 条の 2） 

⑩ 高気圧作業健康診断（高圧則第 38 条）                5 年間（高圧則第 39 条）  

⑪ 電離放射線健康診断（電離則第 56 条）                30 年間（電離則第 57 条）  

⑫ 除染等電離放射線（除染則 20 条）                   30 年間（除染則 21 条）  

⑬ 特定化学物質等健康診断（特化則第 39 条）             5 年間又は 30 年間  

（特化則第 40 条）  

⑭ 鉛健康診断（鉛則第 53 条）                       5 年間（鉛則第 54 条）  

⑮ 四アルキル鉛健康診断（四アルキル則第 22 条）             5 年間 

（四アルキル則第 23 条）  
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⑯ 有機溶剤健康診断（有機則第 29 条）                       5 年間（有機則第 30 条）  

⑰ じん肺健康診断（じん肺法第 7 条～第 9 条の 2）             7 年間（じん肺法第 17 条） 

⑱ 石綿健康診断（石綿則第 40 条）                          40 年間（石綿則第 41 条） 

 
 
⑵⑵心心身身のの状状態態のの情情報報のの開開示示等等  
 事業者は、労働者本人から、心身の状態の

情報の開示請求を受けた際は、本人に対し、

遅滞なく当該情報を開示しなければならな

い。ただし開示することにより、本人又は第

三者の生命、身体、財産その他の権利利益を

害するおそれがある場合や、当該事業者の

業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすお

それがある場合等には情報の全部または一

部を開示しないことができる（個情法３３

条）。その場合、本人に対し、開示を行わな

い旨を遅滞なく通知する必要があり、その

理由を説明するよう努めなければならない

（同法３６条） 
 また、事業者は、心身の状態の情報の訂

正、追加、削除、使用停止（第三者への提供

を含む）の請求があった場合で、その請求が

適正であると認められるときは、これらの

措置を講じなければならない（同法３４条）。

ただし、訂正等の請求があった場合でも、利

用目的からみて訂正等の必要がない場合、

指摘が正しくない場合、評価に関する情報

である場合（例えば、産業医の意見を踏まえ

た就業可否の判断）には訂正等を行う必要

はない。その場合、遅滞なく、訂正等を行わ

ない旨を本人に通知しなければならず、そ

の理由を説明するよう努めなければならな

い（同法３６条）。 
⑶⑶安安全全管管理理措措置置のの具具体体的的手手法法  
「個人情報の保護に関する法律についての

ガイドライン（通則編）」（平成２８年個人

情報保護委員会告示第６号）の「１０（別添）

講ずべき安全管理措置の内容」は、同法２３

条に定める安全管理措置として、事業者が

具体的に講じなければならない措置や当該

措置を実践するための手法を例示している。

小規模事業場においては、取り扱う心身の

状態の情報の量、労働者数が一定程度にと

どまることを踏まえ、ここに例示された手

法等を参考に、円滑にその義務を履行し得

るような手法とすることが求められる。 
⑷⑷心心身身のの状状態態のの情情報報のの第第三三者者提提供供  
 事業者は、安衛法の法令に基づく場合や、

人の生命、身体又は財産の保護のために必

要がある場合であって、本人の同意を得る

ことが困難であるとき等を除き、原則とし

て、あらかじめ労働者本人の同意を得ない

で、心身の状態の情報を第三者に提供する

ことはできない（同法２７条）。 
 なお、同一事業者内で情報を共有する場

合は、第三者提供には当たらないが目的外

利用には当たる可能性があり、該当する場

合は、原則として、あらかじめ労働者本人の

同意を得なければならない（同法１８条１

項）。 
 ただし、11..22..11..22..66 の⑸で説明したように、

個情法１８条３項各号に該当する場合のほ

か、安衛法１０４条１項の「正当な事由」が

あると認められる場合には、本人の同意が

得られないときでも適法な取扱いとされる

場合があろう。 
⑸⑸事事業業承承継継、、組組織織変変更更にに伴伴うう心心身身のの状状態態のの

情情報報がが引引きき継継ががれれるる場場合合  
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  事業者は、合併、会社分割、事業譲渡等に

より他の事業者から心身の状態の情報を引

き継ぐ場合がある。その場合は、当該情報を

事業の承継前の利用目的の達成に必要な範

囲内で取り扱う場合は目的外利用とならな

いが、その範囲を超えて情報を取り扱う場

合は、原則として、あらかじめ労働者本人の

同意を得る必要がある（同法１８条２項）。 
⑹⑹苦苦情情処処理理  
  事業者は、心身の状態の情報の取扱いに

ついて、労働者からの苦情に適切かつ迅速

に対処するよう努める必要がある。そのた

めに、事業者は、苦情処理窓口や処理の手順

をあらかじめ定めるなど、必要な体制を整

えるとともに、労働者が相談を行いやすい

よう窓口等を周知する必要がある（個情法

４０条）。 
  
⑺⑺取取扱扱規規程程のの運運用用  
 事業者は、取扱規程の運用が適切に行わ

れるように、心身の状態の情報を取扱う者

等の関係者を教育するとともに、適宜、運用

状況を確認し、規定の見直し等の措置を行

うことが求められる。 
また、運用が適切に行われていないこと

が明らかになった場合は、労働者にその旨

を説明するとともに、再発防止に取り組む

必要がある。 
 
11..22..11..22..88  心心身身のの状状態態のの情情報報のの取取扱扱いいととププ

ラライイババシシーー侵侵害害  
１１  個個情情法法にに違違反反すするる情情報報のの取取扱扱いいととププララ

イイババシシーー侵侵害害  
心身の状態の情報は、本指針の取扱いの

 
26 最高裁は、憲法１３条で保障される「私

原則にしたがって、収集、保管、利用される

必要があり、違反をした取扱いは、安衛法１

０４条や個情法の各規定に違反するのみな

らず、プライバシー侵害の不法行為にも該

当する場合がある 。 
心身の状態の情報は、プライバシー情報

の中でも特にセンシティブな情報であるが、

裁判例は、プライバシー情報の収集、保管、

利用の各行為について、原則として本人の

同意又は推定的同意が必要としている（後

掲関連裁判例参照）。なお、前記本指針の第

１類型の情報は、安衛法令に基づき事業者

が直接取り扱うこととされており、第２類

型の情報は、安衛法令に基づき事業者が本

人の同意なく収集することができる情報で

あるから、本人の同意が得られない場合で

も収集することに正当な事由があり、不法

行為とはならない。 
２２  ププラライイババシシーー保保護護とと個個情情法法にによよるる保保護護

のの内内容容  
 プライバシーが侵害された場合には、不

法行為に基づく損害賠償請求、差止請求が

問題となり、個情法に違反した場合には、個

人情報保護委員会による指導、助言（１４７

条）、勧告、命令（１４８条）の対象となり、

命令にも違反した場合には罰則が科される

（１７８条）等の公法上の規制が問題とな

る。また、保有個人データに関する開示（３

３条）、訂正（３４条）、利用停止（３５条）

等が認められている。 
３３  ププラライイババシシーーにに係係るる情情報報とと個個人人情情報報  
プライバシーに係る情報と個情法上の個

人情報は重なり合う部分が多いが 26、後者

は，個人識別性に着目した定義がされてお

生活上の自由」の一つの内容として、何人も
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り（２条１項）、公知情報か否かを問わない。 
 後掲 JAL 労働組合ほか（プライバシー侵

害事件）判決は、ファイルに含まれる必ずし

も秘匿性の高くない個人識別情報から秘匿

性が要請され人格的自律に影響を及ぼすも

の、あるいは秘匿性の要請の強い病歴、健康

状況等のセンシティブ情報まで含めて、い

ずれもプライバシー情報として法的保護の

対象となるとしている 27。 
 
１１．．２２．．１１．．３３  関関連連判判例例  

心身の状態に関する情報の取扱いについ

て判断した裁判例を以下紹介、検討する。 
１１  情情報報のの収収集集にに関関すするる裁裁判判例例  
⑴⑴メメンンタタルルヘヘルルスス情情報報のの収収集集  
裁判例は、メンタルヘルスに関する情報

の収集については、労働者本人のプライバ

シー保護の観点から、本人にメンタルヘル

ス不調の兆候が見られない場合において、

一般的に精神疾患の有無について調査をす

ることを事業者に義務付けること、あるい

は労働者に特段精神的不調をうかがわせる

言動がないにもかかわらず、事業者が精神

疾患の健康診断を実施したり、労働者に受

 

個人に関する情報をみだりに第三者に開示

又は公表されない自由が保障されていると

した上で、個人識別情報のように必ずしも

秘匿性の高くない情報も含めて、プライバ

シーに係る情報として保護されるとしてい

るので、個情法とその保護の対象となる情

報は重なり合う部分が多いと考えられる。

なお、菅原貴与志「詳解個情法と企業法務 

第７版」29頁は、プライバシーの概念をど

うとらえるかによって個人情報との重なり

方は異なってくるとする。 

診を義務付けることについては否定的であ

る。 
ⅰⅰ））富富士士電電機機 EE＆＆CC 事事件件・・名名古古屋屋地地判判平平成成

1188 年年 11 月月 1188 日日労労判判 991188 号号 6655 頁頁  
＜事案の概要＞ 
 被告の従業員であったＢが，業務の心理

的負荷によりうつ病にり患し，一時休職し

た後，職場復帰したものの，被告がＢを中部

支社に転勤させた上，過重な業務に従事さ

せ，うつ病を再発させた結果，Ｂを自殺に至

らしめたとして，Ｂの遺族が被告に対し損

害賠償請求した事案。 
＜判決の要旨＞ 
 中部支社に異動後の業務は過重であった

とは認められないとした上で、被告の負う

安全配慮義務の内容について、以下のよう

に判示している。 
すなわち、①精神的疾患について事業者に

健康診断の実施を義務づけることは，労働

者に健康診断の受診を義務づけることにも

つながるが，精神的疾患については，社会も

個人もいまだに否定的な印象を持っており，

それを明らかにすることは不名誉であると

とらえていることが多いことなどの点でプ

27  いわゆるプライバシー権の意義、内容

については、学説上も見解が分かれている

が、最近では、自己に関する情報をコント

ロールする権利（自己情報コントロール

権）としてとらえる見解が有力である。プ

ライバシー権については、樋口陽一＝佐藤

幸治＝中村睦男＝浦部法穂「注解法律学全

集 憲法Ⅰ」285頁、長谷部恭男「憲法

（第 7版）」149頁、佐藤幸治「憲法（第

3版）」454頁以下、毛利透＝小泉良幸＝

浅野博宣＝松本哲治「憲法Ⅱ 人権」56

頁他。また、労働法の観点からプライバシ

ー権の法理を整理、検討した前掲三柴「労

働者のメンタルヘルス情報と法」68頁以

下参照。 
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ライバシーに対する配慮が求められる疾患

であり，その診断の受診を義務づけること

は，プライバシー侵害のおそれが大きいと

いわざるを得ない。➁安衛法（現在の 66 条

の 4、66 条の 5）及び安衛則（44 条 1 項）

の各規定ぶりなどを併せ考慮すると，事業

者は，法定検査項目（安衛則 44 条 1 項）に

ついて異常所見が認められた労働者に関し

て，当該労働者の健康を保持するために必

要な措置について，医師等の意見を聴くべ

き義務を負うと解するのが相当であり，こ

れを超えて，精神的疾患に関する事項につ

いてまで医師の意見を聴くべき義務を負う

ということはできない。また、事業者が負う

就業場所の変更，作業の転換，労働時間の短

縮等の措置を講ずるべき義務（安衛法 66 条

の 5 第 1 項）は，同法 66 条の 4 を受けた

ものであるから，上記と同様，精神的疾患に

関する事項には当然に適用されるものでは

ないとした。 
 もっとも、安全配慮義務違反については、

B は、被告に対し、自らうつ病にり患した

ことを報告しており、被告は B のうつ病を

認識していたので、同人の心身の状態に配

慮した対応をすべき義務があったというべ

きであるが、被告は、職場復帰に際し、B の

希望を踏まえて難易度の低い業務に従事さ

せ、労働時間も特に長時間ではなく、それ以

上の軽減措置をとることは却って昇給昇格

等の点で不利益を生じさせかねないので、

相応の配慮をしたと認めることができ、安

全配慮義務違反があったと認めることはで

きないとしている。 
 なお、B は中部支社に異動後、寛解の状

態に至っていたと認定されている。 
＜判決から汲み取れる示唆＞ 

 判決は、事業者に対し、一般的に労働者の

精神疾患の健康診断を実施することを義務

づけたり、労働者に受診を義務付けること

は、プライバシー侵害のおそれがあるとし

て否定するとともに、その健康診断の結果

を踏まえた労働者の精神疾患に関する医師

からの意見聴取やそれを受けた事後措置の

実施についても否定した。精神疾患に対す

る社会的偏見や、情報を事業者が取得する

ことによる労働者の不利益のおそれを考慮

すれば、労務管理上特段の必要性がないに

もかかわらず、一般的な精神疾患の健康診

断実施、受診義務を否定したのは当然の判

断と考えられる。 
 なお、本件では、労働者本人がうつ病にり

患していることを自ら会社に報告している

ことから、会社は一定の配慮措置を実施し

ており、しかも異動先では寛解の状態にあ

ったとされているので、労務管理上、精神疾

患の健康診断を改めて会社が実施するべき

事情はなかった。 
ⅱⅱ））ボボーーダダフフォォンン（（ジジェェイイフフォォンン））事事件件・・名名

古古屋屋地地判判平平成成 1199 年年 11 月月 2244 日日労労判判 993399 号号

6611 頁頁  
＜事案の概要＞ 
被告の従業員であったＡが自殺したのは，

長時間労働等の過重労働や新規事業等に従

事させたこと等が原因でうつ病を発症し，

その後の異動によりうつ病を悪化させたこ

とによるものである等として，Ａの相続人

らが，被告の安全配慮義務違反に基づき，損

害賠償を請求した事案。 
＜判決の要旨＞ 
 判決は、A の担当していた業務等とうつ

病発症との相当因果関係は認められないが、

異動の打診及び説得とうつ病増悪との間に

－2261－



分担研究報告書（吉田肇） 

24 

 

相当因果関係はあるとした上で、異動の打

診をした当時、被告は A のうつ病り患を認

識し又は認識することが可能であったかを

検討している。 
 本件では、A はクリニックに通院してい

ることを被告に報告しておらず、特に異常

な言動、不自然なしぐさを見せることもな

かったこと等から、うつ病のり患を認識し

又は認識する可能性があったとはいえない

とした。 
 これに対し、原告らは，使用者は健康管理

義務として，必要に応じて，メンタルヘルス

対策を講じ，労働者の精神的健康状態を把

握して健康管理を行い，精神障害を早期に

発見すべき義務を負うと主張したが、判決

は、労働者に異常な言動が何ら見られない

にもかかわらず，精神的疾患を負っている

かどうかを調査すべき義務まで認めること

は，労働者のプライバシーを侵害する危険

があり，法律上，使用者に上記健康管理義務

を課すことはできないというべきであると

した。 
＜判決から汲み取ることができる示唆＞ 
 前掲富士電機 E＆C 事件判決と同様に、

労働者に異常な言動等が見られないにもか

かわらず、使用者に対して、一般的に労働者

の精神疾患り患の有無を調査することはプ

ライバシー侵害に当たるおそれがあるとし

て、使用者の調査義務は否定したが、反対解

釈をすれば、精神疾患のり患が疑われる状

態で業務にも悪影響が出ているような場合

には、適切な方法で医師の受診と必要に応

じて治療を促す等の対応をすることは否定

していないというべきであろう。 
ⅲ）労働者に精神的不調を疑わせる言動が

見られる場合には、むしろ積極的に精神科

医師による健康診断等を実施し、適切な対

応をすべきであると判断した判決として日日

本本ヒヒュューーレレッットト・・パパッッカカーードド事事件件・・最最二二小小

判判平平成成 2244 年年 44 月月 2277 日日裁裁判判集集民民 224400 号号 223377
頁頁がある。 
＜事案の概要＞ 
被上告人は，被害妄想など何らかの精神

的な不調により，実際には存在しないにも

かかわらず，約３年間にわたり加害者集団

らによる盗撮や盗聴等を通じて日常生活を

子細に監視され，職場の同僚らを通じて自

己に関する情報のほのめかす等の嫌がらせ

を受けていると考え，上告人会社に事実の

調査を依頼したものの納得できる結果が得

られず，また上告人に休職を認めるよう求

めたものの認められなかったことから有給

休暇を全て取得した後，約４０日間にわた

り欠勤を続けたところ、会社は諭旨退職の

懲戒処分に処した事案である。 
＜判決の概要＞ 
判決は、精神的な不調のために欠勤を続

けていると認められる労働者に対しては，

使用者である上告人としては，その欠勤の

原因や経緯が上記のとおりである以上，精

神科医による健康診断を実施するなどした

上で（記録によれば，上告人の就業規則に

は，必要と認めるときに従業員に対し臨時

に健康診断を行うことができる旨の定めが

あることがうかがわれる。），その診断結果

等に応じて，必要な場合は治療を勧めた上

で休職等の処分を検討し，その後の経過を

見るなどの対応を採るべきであるとした。 
＜判決から汲み取ることができる示唆＞ 
 本判決は、以下の点で重要な示唆を与え

ている。 
第１に、精神的な不調を抱える労働者に
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対しては、たとえ表面上は懲戒事由に該当

するかのような言動が見受けられる場合で

あっても（事例性）、まずは健康診断を実施

した上で治療を勧める、休職処分に付する

等の労働者の健康に配慮（疾病性を考慮）し

た対応をすべきであり、それを行うことな

く直ちに懲戒処分等の不利益処分を行うこ

とは不適切であると判断した点である。 
判決は、このような考えから本件の場合、

正当な理由のない無断欠勤には当たらない

として、諭旨解雇は懲戒事由を欠いており

無効とした。 
 職場における紛争事例には、職場不適応

の事例性の背後に精神的不調の存在（疾病

性）が疑われる例が少なくなく、上記判決の

示唆は重要である。 
 また、逆に判決の指摘する労働者の健康

に配慮した適切な対応がとられれば、例え

ば、休職処分に付し、休職期間満了までに休

職事由が消滅しなかったことを理由とする

解雇、自然退職措置等が行われることはや

むを得ないこととなろう。健康診断を実施

したものの、精神疾患等の疾病は認められ

ず、休職の要件も満たさない場合には、適切

な労務管理を実施し、注意、指導を繰り返し

たにもかかわらず業務を阻害する問題行動

等が改善されないときは、就業規則に基づ

き懲戒処分あるいは解雇等の対応を検討す

ることとなる。 
 精神的な不調が疑われる労働者に対して

は、上記のような切り分けを産業医等の協

力を得ながら適切に実施することが求めら

れる。 
第２に、判決が、就業規則に、必要と認め

るときは臨時の健康診断を行うことができ

る旨の規定があることを指摘しつつ、精神

疾患が疑われる労働者に対しては、精神科

医による健康診断を実施する等して、その

結果に応じた適切な対応を採るべきである

としている点である。これは就業規則に規

定がある場合には、労働契約上、使用者は、

上記のような労働者に対しては、精神科医

による健康診断を実施することができ、労

働者もそれに応じる義務があることを示唆

しているといえよう。 
 精神科医による健康診断ではないが、後

記電電公社帯広局事件・最高裁判決は、法定

外の健康診断の指示について、就業規則等

にそれを基礎づける規定が存在し、同規定

に基づく具体的な検査の指示が、その目的

に照らして合理性、相当性が認められるか

ぎり、労働契約上、指示に従う義務を負って

いるとしている。また、京セラ事件・東京高

裁判決（上告棄却により確定）は、法定外健

診に関する就業規則の規定が存しない場合

であっても、合理的かつ相当な理由がある

場合には、信義則、公平の観点から事業者は

健診を指示することができ、労働者はそれ

に応じる義務があるとしている。 
第３に、判決は、精神科医による健康診断

を実施するなどした上で，その診断結果等

に応じて，必要な場合は治療を勧めた上で

適切な対応を採るべきとしており、事業者

が健康診断を実施するとともにその結果を

収集（取得）することを前提として、事業者

に適切な対応を求めているという点である。

心身の状態の情報は要配慮個人情報に該当

するため、法所定の例外を除き、あらかじめ

本人の同意を得ないで取得してはならない

とされているところ（個情法２０条２項）、

判決は、精神科医の健康診断を実施した後

に、労働者がその結果を事業者に提供する
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ことに同意しない事態を想定していないと

も解されるが（この点は、前掲電電公社帯広

局事件・最高裁判決も同様であろう。検査を

命じることが有効とされても、検査結果の

提供がなされなければ無意味である。）、健

康診断の目的が、診断の結果に応じて事業

者が適切な就業上の配慮措置を採ることに

あるかぎり、健康診断の受診を指示するの

みならず、その結果の情報を取得すること

は合理的な理由があるということができる。 
 もっとも、1.2.1.2.6⑷⑷ⅲⅲ））のとおり、心

身の状態の情報を取得するに際しては、事

業者には、取得した情報の管理を適正に行

い、労働者が安心して健診結果を提供でき

る条件を整えるとともに、事業者は就業規

則で定めた心身の状態の情報と取り扱いに

関する規程について、当該労働者（場合に

よっては家族）に対し丁寧に説明し、理解

を求めることが求められ、取扱規程には、

事業場の状況に応じ、取扱いの目的や取扱

方法を定めるとともに、情報の内容、利用

目的によっては、情報の提供先を医療職種

に限定し、事業者や管理監督者、人事労務

担当者には加工された情報のみを提供する

等の定めを設け、運用することが求められ

る。 

しかし、このような労働者が安心して情

報を提供できる条件を整えたにもかかわら

ず、当該労働者が就業規則の規程にしたが

い健診結果を提供することに同意しない場

合には、就業規則に基づき適切な対応をす

ることとなる（健診の指示に従わない場合

には、業務命令違反等を理由とする懲戒処

分（労契法１５条）、休職の要件を満たす

場合には休職命令の発令、配置の可能な他

の業務があれば配置転換（担当業務の変

更）等）。  

⑵⑵メメンンタタルルヘヘルルスス以以外外のの健健康康情情報報のの収収集集にに

関関すするる判判例例  

 精神疾患以外の健康情報を収集、利用す

る前提である法定外健診の受診を事業者が

指示（業務命令）することができるかという

点について判断した判例として、上記電電

公社帯広局事件・最高裁判決がある。同判決

は、精神科医師による健康診断の受診が問

題となった事例ではないが、合理性、相当性

の認められる受診命令を有効としている。 
ⅰⅰ））電電電電公公社社帯帯広広局局事事件件・・最最一一小小判判昭昭和和 6611

年年 33月月 1133日日裁裁判判集集民民 147 号号 237 頁頁 
＜事案の概要及び判決の要旨＞ 

頸肩腕症候群の長期罹患者に対する総合

精密検診の受診を命ずる業務命令に違反し

たことを理由とする懲戒処分の有効性が問

題となった事案であったが、判決は、健康回

復を目的として公社は指示をすることがで

きるとする就業規則・健康管理規程の規定

の内容は合理的であり、それに基づく総合

精密検査の指示（業務命令）は、疾病の治癒

回復という目的との関係で、合理性ないし

相当性が肯定し得るかぎり、労働契約上、指

示に従う義務を負っているとした。 
ⅱ）また、就業規則に法定外健診に関する規

定が設けられていない場合について、検診

の指示を有効とした判例として、京京セセララ事事

件件（（最最一一小小判判昭昭和和 6633 年年 99 月月 88 日日労労判判  553300

号号 1133頁頁[[上上告告棄棄却却]]、、東東京京高高判判昭昭和和 6611年年 1111

月月 1133日日労労判判  448877号号 6666頁頁））がある。 

＜事案の概要＞ 

当初、脊脊椎椎々々間間軟軟骨骨症症のため休職してい

た社員が、休職期間中に別の医師から、疾病

は頸肩腕障害・腰痛症である旨の診断書を
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得て、当該疾病を業務に起因するものと取

扱うように求め、休職期間満了による退職

措置の無効を主張した事案。 

＜判決の要旨及び得られる示唆＞ 

就業規則等に指定医受診に関する定めは

ないが、当該社員の疾病が業務に起因する

ものか否かは同人の以後の処遇に直接に影

響するなど極めて重要な関心事であり、し

かも当該社員が当初提出した診断書を作成

した医師から当該社員の疾病は業務に起因

するものではないとの説明があったこと等

から、改めて職業病の専門医の診断を受け

るように求めることは、労使間における信

義則ないし公平の観念に照らし合理的かつ

相当な理由のある措置であり、就業規則等

にその定めがないとしても指定医の受診を

指示することができ、当該社員はこれに応

ずる義務があるとした。 

その上で、会社が、業務上の疾病と認め

ず、病気欠勤を続けた当該社員を休職期間

満了とともに退職扱いとしたことは相当と

した。 

就業規則等に定めがないとしても、労使

間における信義則ないし公平の観念に照ら

し合理的かつ相当な理由のある措置であれ

ば、指定医の受診を指示することができ、従

業員はそれに応ずる義務があるとした判決

であるが、実務上は、就業規則に休復職の判

断に際しては会社の指定する医師の健診を

命じることがある旨の規定を定めておくこ

とが望ましい。 

なお、本件のように指示された健診を受

 
28 なお、原告らは、直接の雇用主である被

告 AGE の外に同社の親会社である JAL も

被告として損害賠償を請求しているが、同

社に対する請求は、同社は原告らを直接指

けなかった場合はもちろん、その結果の提

供に同意しなかった場合も、労働者は休職

事由の消滅を立証していないものとして復

職を拒否することが可能となろう。 

⑶⑶労労働働者者がが受受診診をを拒拒否否ししたた場場合合ににおおいいてて、、

責責任任のの全全部部又又はは一一部部をを免免れれるるととししたた裁裁判判例例  
空空港港ググラランンドドササーービビスス事事件件・・東東京京地地判判平平成成

3 年年 3 月月 22 日日労労判判 586 号号 19 頁頁  
＜事案の概要＞ 
航空機のクリーニング・セッティング業

務及びその準備作業に従事してきた原告ら

が、業務が原因で腰痛症を発症したと主張

し、安全配慮義務違反等を理由に被告らに

対し損害賠償を請求した事案である 28。判

決は、安全配慮義務違反を認めたが、使用者

の指定した医師の受診を拒否したこと等の

事情を考慮して過失相殺を認め、賠償額を

２割減額した。 
＜判決の要旨＞ 
判決は、原告らの業務と疾病の発症との

相当因果関係を認めるとともに、安全配慮

義務違反については、被告 AGS は、腰痛に

ついての専門的知識を有し、また被告 AGS
の業務内容を熟知している嘱託医により、

被用者の就労能力、勤務能力を判断させて

いたことからすれば、嘱託医による診断の

結果が確実に被用者の就労、勤務時間に反

映されるよう適切な措置を取るべき義務を

負っているとし、それにもかかわらず、被告

AGS は、嘱託医の指示した作業内容に見合

う作業内容が存在しない場合には、嘱託医

に問い合わせるなどしてその指示する作業

揮監督していなかったので信義則上安全配

慮義務を負う立場にはなかった等として請

求を棄却している。 
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内容に見合う作業を特定すべきであったの

にそれを怠った点、就労能力の制限を受け

ている被用者が通常の機内クリーニング作

業に従事しているのを漫然と放置した点及

び嘱託医の勤務時間変更あるいは就労能力

低下の指示に直ちに従うべきであったのに

そうしなかった点において、嘱託医による

診断結果が確実に被用者の就労、勤務形態

及び勤務時間に反映されるよう適切な措置

を取るべき義務を怠ったとし、安全配慮義

務違反を認めた（嘱託医の指示に従わなか

った事情としては、人員の確保の事情のほ

かに、原告らの方から強く従前の業務に従

事させるよう要求があったことや、従前の

勤務時間で勤務したいという希望があった

といった事情も認定されているが、判決は、

腰痛症の専門家の嘱託医の診断結果が明ら

かになっている以上、本人意向によるので

はなく嘱託医の意見に従うべき義務があっ

たとしている）。 
 一方で、判決は、原告らが被告 AGS の嘱

託医の受診を拒否した点について以下のよ

うに述べている。 
 すなわち、 医師による診察を受けるとい

う行為は、診察に必要な限度において身体

への侵襲を受けることになるとともに、個

人的な秘密を知られることにもなるのであ

って、患者のプライバシーあるいは自己決

定権が侵害される可能性のある行為だから 
原則として、これを受けるものには、自己の

信任する医師を選択する自由があるという

べきであるが、労働者の選択した医療機関

の診断結果について疑問があるような場合

で、使用者が右疑問を抱いたことなどに合

理的な理由が認められる場合には、使用者

は、被用者への安全配慮義務を尽くす必要

上、労働者に対し、使用者の指定する医師の

診察をも受けるように指示することができ

るというべきであり、労働者はこの指示に

応ずる義務があるというべきであるとした。 
 その上で、労働者が指定された医師の受

診を拒否した場合には、受診義務が存在す

る場合はもとより、その義務が存在しない

場合であっても、使用者は、被用者の受診拒

否によって、安全配慮義務を尽くすべき手

段を被用者自らの意思により退けられたの

であるから、これにより使用者が安全配慮

義務を尽くすことができなくなる限度にお

いて、義務違反の責任の全部または一部を

免れるものと解するのが、損害の分担につ

いての信義、公平の観点から相当というべ

きであるとした。 
 本件では、原告らは、嘱託医の受診を拒否

する一方で同人らの受診した医師の診断書

を提出しているが、そこには病名、休業加療

を要すること、短時間勤務が妥当であるこ

となどの結論が記載されているののみで診

断に至る症状の推移、診断の根拠が記載さ

れていなかったので、その診断内容に被告

AGS が疑問を抱くことに合理性を認め得

るとされ、原告らは嘱託医の診察を受ける

義務を負っているとされた。 
＜判決から汲み取ることができる示唆＞ 
 本判決は、診察の結果得られる心身の状

態の情報が、プライバシーに関する情報で

あり、自己の信任する医師の診察を受ける

ことが自己決定権にかかわる行為である点

は踏まえつつ、同時に労働者の提出した医

師の診断書に疑問を抱く合理的な理由があ

る場合には、事業者の指定する医師の受診

を指示することができ、労働者はそれに応

じる義務があるとした点（この点は、前掲京
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セラ事件判決と同趣旨である）及び労働者

の受診拒否により安全配慮義務を尽くすこ

とができなかった場合は、義務を尽くすこ

とができなくなる限度において、信義則、公

平の観点から責任の全部又は一部を免れる

とした点が重要である。免責される範囲は、

事業者の指定する医師の診察を受けていれ

ば発症あるいは自然的経過を超えた増悪を

避けることができたのか、あるいは発症、増

悪自体は避けられないが症状の程度、増悪

の程度を軽減することができたのかによる

ことになろう。 
⑷特に必要性がなく、本人の同意を得るこ

ともなく HIV 感染の検査を実施し、その結

果を取得したことがプライバシー侵害とな

るとした裁判例として TT 工工業業（（HHIIVV 解解雇雇））

事事件件・・千千葉葉地地判判平平成成 1122 年年 66 月月 1122 日日労労判判

775588 号号 1100 頁頁がある。 
＜事案の概要＞ 

被告会社に雇用され、その工場に勤務し

ていた日系ブラジル人である原告が、被告

Ａの経営する I 病院で被告会社の定期健康

診断を受けた際に、原告の同意なくＨＩＶ

抗体検査が行われたことにつき、被告 29会

社については、原告に無断でＨＩＶ抗体検

査の依頼をし、検査結果が記載されたＨＩ

Ｖ検査報告書及びＨＩＶ検査証明書を受け

とるなどの行為が、被告Ａについては、原告

に無断でＨＩＶ抗体検査を行い、その検査

結果票を被告会社に交付するなどの行為が、

原告の情報プライバシー権を侵害するもの

 
29 「留意事項」は、HIV感染症や B型肝炎

等の職場において感染したり、蔓延したり

する可能性が低い感染症に関する情報や、

色覚検査等の遺伝性疾病に関する情報につ

いては、職業上の特別な必要性がある場合

を除き、事業者は、労働者等から取得すべ

であると主張し、両被告に対し慰謝料を請

求するとともに被告会社に対し、原告の解

雇は無効であると主張して、雇用契約上の

権利を有する地位の確認を求めた事案であ

る。以下、無断で検査を実施し、その結果を

提供、取得した行為についての判断を紹介

する。 
＜判決の内容及び判決から得られる示唆＞ 
 判決は、まず被告会社が、合理的かつ客観

的な必要性もなく、原告の同意を得ること

もなく、I 病院に右検査を依頼し、その結果

を取得した行為は、原告のプライバシーを

不当に侵害するものであるとした。なお、平

成７年２月２０日に、労働省から「職場にお

けるエイズ問題に関するガイドライン」が

出され、そこでは事業者は労働者に対して

ＨＩＶ抗体検査を行ってはならない旨明記

されていた。 
 また、被告 A は、たとえ事業主からの依

頼があったとしても、本人の意思を確認し

た上でなければＨＩＶ抗体検査を行っては

ならず、また、検査結果についても秘密を保

持すべき義務を負っているものというべき

であり、これに反して、本人の承諾を得ない

ままＨＩＶ抗体検査を行ったり、本人以外

の者にその検査結果を知らせたりすること

は、当該本人のプライバシーを侵害する違

法な行為であるとした。 
 通常は、従業員に HIV 検査を行う必要性

は認められないが、仮に必要性があったと

しても、本人の同意を得ず、検査を依頼し、

きでない。ただし、労働者の求めに応じ

て、これらの疾病等の治療等のため就業上

の配慮を行う必要がある場合については、

当該就業上の配慮に必要な情報に限って、

事業者が労働者から取得することは考えら

れる、としている。 
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その結果を取得した事業者にプライバシー

侵害が成立するのみならず、本人の同意を

確認せず、事業者の依頼を受けて検査を実

施し、その結果を事業者に提供した医療機

関の側にもプライバシー侵害の不法行為責

任が認められた点に注意すべきである。 
 
２２  情情報報のの収収集集、、保保管管、、利利用用にに関関すするる裁裁判判

例例  
ⅰ）心身の状態の情報を含む個人情報の収

集、保管、利用行為が、プライバシー侵害に

当たるとして不法行為に基づく損害賠償責

任が認められた裁判例として、JAL 労労働働組組

合合ほほかか（（ププラライイババシシーー侵侵害害事事件件））東東京京地地判判

平平成成 22 年年 10 月月 28 日日労労判判 1017 号号 14 頁頁が

ある。  
＜事案の概要＞ 
株式会社 J 航空インターナショナル（本

件会社）の客室乗務員又は元客室乗務員で

ある原告らが，被告Ｙ１労働組合が，本件会

社と一体となって，原告らを含む本件会社

の客室乗務員の職場内外にわたるプライバ

シーに係る個人情報（社員番号，氏名，生年

月日，性別，住所及び電話番号等の個人識別

情報、人事考課に関する情報，組合活動に関

する情報，人物評価に係る情報，家族関係，

思想・信条等のほか、病歴、健康状況等の心

身の状態の情報を含んでいた）を収集して

これをデータ化した電子ファイル（本件フ

ァイル）を作成，保管，使用したことにより，

原告らのプライバシー権等が侵害されたと

して，Ｙ１労組及び本件ファイル作成等に

かかわった同労組元執行委員長である被告

Ｙ２らに対し、不法行為に基づく損害賠償

 
30 最高裁平成 19年（オ）第 403号同 20年

3月 6日第一小法廷判決・民集 62巻 3号

請求をした事案である 
＜判決の要旨＞ 
⑴判決は、まずプライバシー情報の意義に

ついて、何人も，人格的利益としての個人の

私生活上の自由の一つとして，個人に関す

る情報をみだりに第三者に開示又は公表さ

れない自由を有し，それは人格的自律ない

し私生活上の平穏を維持するという利益に

かかわるものとして，法的保護の対象とな

るとする 30。そして，当該個人に関する情

報をみだりに収集されないという利益，収

集された当該個人に関する情報をみだりに

保管されないという利益，及び，当該個人に

関する情報をみだりに開示又は公表されな

いだけでなくみだりにその他の使用もされ

ないという利益も法的保護の対象となると

した。 
  そして、上記の第三者に知られたくない

個人に関する情報（プライバシー情報）が一

般人の感受性を基準にして人格的自律ない

し私生活上の平穏を害する態様で収集，保

管又は使用された場合には，その情報の収

集，保管又は使用はプライバシーを侵害す

る違法なものとなるとする。 
⑵本件ファイルに含まれる情報には、必ず

しも秘匿性の高くない個人識別情報から秘

匿性が要請され人格的自律に影響を及ぼす

もの、あるいは秘匿性の要請の強い病歴、健

康状況等のセンシティブ情報まで含まれて

いるが、後者の情報だけでなく個人識別情

報も含めて、みだりに第三者に収集、保管、

使用されたくない情報ということができる

ので、いずれもプライバシー情報として法

的保護の対象となる。 

665頁等参照。 
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⑶プライバシー情報の収集について 
プライバシー情報の収集について，本人

の同意がある場合や，収集方法等に照らし

て定型的に推定的同意があると認められる

場合には，人格的自律ないし私生活上の平

穏を害する態様で収集されたということは

できない。 
 被告Ｙ１組合を含む会社内各組合に対し

て会社から公式に提供された情報（社員番

号、社員の氏名住所等が記載されているフ

ルネームリスト等）は、各組合の組合員の把

握の便宜から会社から公式に提供された情

報であり、各組合がその情報を収集するこ

とについて、定型的に推定的同意があるも

のと認められるし、被告組合Ｙ１に対して

のみ公式に提供されていた組合団体保険加

入者リストの情報についても、組合が組合

員の当該保険加入の有無を把握する必要性

があり、当該保険に関係する原告らについ

て、定型的に推定的同意があったと認めら

れる。 
しかし、社員から非公式に取得した人事

データ等、あるいは被告Ｙ１組合 OB 管理

職や被告組合員から非公式に取得した病歴、

健康状況を含むセンシティブな情報につい

ては、前者は、提供することが本来予定され

ていない情報であり、また提供について本

人が一般的、定型的に知り得る状況にない

ものであり、後者については、原則として第

三者がみだりに収集することが許されない

情報である上に、また提供について本人が

一般的、定型的に知り得る状況になかった

ものであるから、被告組合Ｙ１が情報を取

得することについて定型的に推定的同意が

あったとは認められない。 
他に収集の違法性を阻却する正当な目的

も認められない。 
よって、上記非公式に提供された情報の

収集行為については，いずれも原告らの個

人に関する情報を，原告らの同意なく，か

つ，正当な目的なく収集したものであると

認められるから，一般人の感受性を基準に

して人格的自律ないし私生活上の平穏を害

する情報収集行為に当たるものであって，

原告らのプライバシーを侵害する違法なも

のというべきである。 
⑷プライバシー情報の保管について 
 収集について原告らの同意がないものに

ついては，被告Ｙ１組合において保管され

ることについても，原告らの同意があった

ことを認め得る証拠はなく，被告組合が，こ

れらを被告Ｙ１組合内で保管したことも，

原告らのプライバシーを侵害する行為に当

たる。 
  他方，収集について原告らの同意がある

情報については，被告Ｙ１組合内において

保管されることを当然の前提としていると

いうことができるから，これらを被告Ｙ１

組合内部において保管するにとどまるので

あれば，これについては定型的に推定的同

意があると認めるのが相当である。 
 しかしながら、原告らの情報は、被告Ｙ１

組合から流出することのないように保管さ

れるという措置が十分に整えられておらず，

その流出の具体的危険があったものという

べきであり，容易には第三者に開示又は公

表されない状態にあったといえる程度の保

管がされていたとはいえないから，その収

集について原告らの同意がある情報につい

ても，その保管については，当該同意の範囲

を超えた態様のものというべきである。そ

して，その保管について正当な目的を認め
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得る事情もないから，その保管は，原告らの

プライバシーを侵害する行為に当たるとい

うべきである。 
⑸プライバシー情報の利用について 
 情報のうち，その収集について原告らの

同意がないものについては，被告Ｙ１組合

内における使用についても，原告らの同意

はないと考えられ，被告Ｙ１組合がこれを

使用すること自体，当該情報に係る原告ら

のプライバシーを侵害する行為に当たる。 
 収集について原告らの同意があるものに

ついては，被告Ｙ１組合内部において使用

されることを当然の前提としているという

ことができるから，これらを被告Ｙ１組合

内部で使用するにとどまるのであれば，定

型的に推定的同意があると認めるのが相当

であるが，これにとどまらない使用につい

ては，当該情報に係る原告らのプライバシ

ーを侵害する行為に当たるというべきであ

る。 
 本件で使用に当たると認められるものと

して，①本件ファイルを被告Ｙ１組合の組

合員５名が本件ファイルを閲覧していたこ

と，②本件ファイル中の情報の一部が，被告

組合客乗支部の組合員であれば誰でも見る

ことのできる支部共用パソコンに保存され，

利用に供されていたことがあるが、①につ

いては、会社から公式に提供された情報以

外の情報については収集行為及び使用のい

ずれについても原告らの同意がないから，

上記５名に対する当該情報の開示は，原告

らのプライバシーを侵害する行為に当たる

というべきであり、本件会社から公式に提

供された情報については，開示された情報

の取扱いについて被告組合内部にとどめる

旨の限定がされていたことをうかがわせる

事情は認められないから，その使用が被告

Ｙ１組合内部にとどまるものであったとは

いい難く，推定的同意の範囲を超える使用

として，原告らのプライバシーを侵害する

ものというべきであるし、➁については、被

告組合の組合員であれば誰でも見ることが

できる状態で保管され，その持ち出し，流出

等を防止するための対応措置等をしていた

とは認められないから、推定的同意の範囲

を超える使用に当たるということができ，

したがって，原告らのプライバシーを侵害

するものというべきである。 
以上より、被告Ｙ１組合らの本件ファイ

ル作成等の行為は、原告らのプライバシー

侵害の不法行為に該当する。 
＜判決から得られる示唆＞ 
ⅰ） 本判決は、多数の労働者に関する心身

の状態の情報等のセンシティブな情報を含

む個人情報を大量に集積した電子データフ

ァイル（本件ファイル）が、内部告発により、

それを作成等していた被告Ｙ１組合から外

部に漏洩したことがきっかけで、当該ファ

イルに含まれる情報の収集、保管、利用の各

行為がプライバシー侵害に該当するか争わ

れた事件である。判決文からは、事件の背景

に、会社内部の異なる組合間の対立関係が

存在することが伺われるが、原告らは、被告

Ｙ１組合とは別組合の組合員である。 
 本件は、事業者による労働者の心身の状

態に関する情報の収集、保管、利用行為が問

題となった事案ではないが、事業者が上記

行為を行った場合のプライバシー侵害の問

題を検討する上で参考になる。また、本判決

は平成２７年の個情法改正により要配慮個

人情報に関する規定が設けられる以前の判

決であるが、プライバシー情報の収集、保
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管、利用の各行為について、原則として本人

の同意又は推定的同意が必要としている点

も参考になる。 
ⅱ） 本判決は、本件ファイルに含まれる必

ずしも秘匿性の高くない個人識別情報から

秘匿性が要請され人格的自律に影響を及ぼ

すもの、あるいは秘匿性の要請の強い病歴、

健康状況等のセンシティブ情報まで含めて、

みだりに第三者に収集、保管、使用されたく

ない情報ということができるので、いずれ

もプライバシー情報として法的保護の対象

となるとしている。 
ⅲ）プライバシーに係る情報の取扱いがプ

ライバシー侵害となる判断基準 
 本件判決は、第三者に知られたくない個

人に関する情報（プライバシー情報）が人格

的自律ないし私生活上の平穏を害する態様

 
31 最高裁は、住民基本台帳ネットワーク（住

基ネット）の合憲性が問題となった訴訟（住

基ネット訴訟・最一小判平成 20 年 3月 6日

民集 62巻 3号 665頁）において、憲法１３

条が保障する私生活上の自由の一内容とし

て、何人も、個人に関する情報をみだりに第

三者に開示又は公表されない自由を有する

とした上で、住基ネットで管理、利用される

本人確認情報は、氏名、生年月日、性別、住

所など一定の範囲の他者に当然開示される

ことが予定されている個人識別情報及び住

民票コードであり、いずれも個人の内面に

関わるような秘匿性の高い情報とはいえな

いこと、また正当な行政目的の範囲内で管

理、利用するもので、法令の根拠に基づかず

又は正当な行政目的の範囲を逸脱して第三

者に開示、公表される具体的な危険が生じ

ているともいえないことから、住基ネット

で収集，保管又は使用された場合には，その

情報の収集，保管又は使用はプライバシー

を侵害する違法なものとなるとした。そし

て、収集、保管、利用の各行為について、本

人の同意あるいは定型的に推定的同意が認

められない場合は、本人の人格的自律ない

し私生活の平穏を害する態様の取扱いであ

り、プライバシー侵害に該当するとする判

断枠組みを立てている 31。 
心身の状態の情報は、プライバシーの中

でも秘匿する要請の強い情報として保護さ

れると考えられるので、心身の状態の情報

が、正当な理由がないにもかかわらず、本人

の同意あるいは推定的同意がなく収集、利

用、保管される場合には、プライバシー侵害

に該当する可能性がある（上記のとおり、本

指針の第１類型の情報、第２類型の情報は、

で本人確認情報を管理、利用する行為は、た

とえ本人が同意していないとしても、憲法

１３条で保障された上記自由を侵害するも

のではないとしたが、個人情報の内容が個

人の内面に関わるような秘匿性の高い情法

であれば。より手厚い保護が求められるこ

とが示唆されているといえよう。本判決で

問題とされたプライバシー情報は、個人識

別情報から人格的自律にかかわる個人情報、

センシティブな個人情報等の秘匿性の高い

情報まで様々な個人情報を含んでおり、そ

の点で、保管の適法性を判断するに際して、

本人の同意ないし推定的同意が必要とし、

第三者に情報が流出する具体的な危険が存

する場合にはそれがないとする判断基準を

立てたのは、情報の性質を考慮した判断枠

組みと理解することができる31。 
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本人の同意が得られない場合でも収集する

ことに正当な事由があるので、不法行為は

成立しない）。 
そして、本判決は、収集、保管、利用の各

行為について推定的同意が認められない場

合の指標を以下のように整理している。①

収収集集のうち、非公式に取得した病歴、健康状

況を含むセンシティブな情報については、

原則として第三者がみだりに収集すること

が許されない情報である上に、また提供に

ついて本人が一般的、定型的に知り得る状

況になかったものであるから、被告組合Ｙ

１が情報を取得することについて定型的に

推定的同意があったとは認められないとし

たこと、②保保管管と利利用用については、ア）収集

について推定的同意が認められない情報に

ついては、保管、利用についても推定的同意

は認められないこと、イ）また収集について

推定的同意が認められる情報であっても、

保保管管の態様が、情報を収集した者以外の第

三者に漏洩し、あるいは第三者に利用され

る具体的危険がある場合は保管に推定的同

意を認めることはできず、利利用用については、

内部の者に対する開示であっても内部にと

どめる限定がされておらず、共用サーバー

 
32 江沢民講演会名簿提出事件・最二小判平

成 15年 9月 12日民集 57 巻 8 号 973 頁

は、大学が、外国国賓講演会への出席者を

あらかじめ把握する目的で学生に提供を求

めた個人情報を警察の要請に基づいて提供

した行為が、プライバシー侵害の不法行為

に該当するかが問題とされた事案である

が、最高裁は、学籍番号、氏名、住所等

は、個人識別等を行うための単純な情報で

あり秘匿されるべき必要性が必ずしも高く

ないものの、このような個人情報について

も、本人が自己が欲しない他者にはみだり

に開示されたくないと考えることは自然な

に保管するという態様の利用であっても、

内部の者であれば誰でも見ることができる

状態で、流出防止の対応措置を採っていな

かった場合には推定的同意を認めることは

できず、違法なプライバシー侵害になると

されていることに注意する必要がある。 
ⅳ）個情法は、個人情報の目的外利用（同法

１８条１項）、要配慮個人情報の取得（２０

条２項）、第三者提供 32（２７条１項、２

８条１項、３１条１項）等の場面で、それぞ

れ、あらかじめ本人の同意を得なければな

らないとしている。本判決及び前掲 T 工業

（HIV 解雇）事件、後掲社会医療法人 A 会

事件判決は、上記個情法上の同意を得るこ

となく行われた行為は、個情法違反になる

とともに、プライバシー侵害にも該当し、不

法行為に基づく損害賠償が問題となり得る

ことを示している。 
ⅱ）次に、診療目的で収集した医療情報を労

務管理を目的（院内感染の防止のために原

告の就労に関する方針を検討する目的）と

して利用することは個情法の目的外利用

（１６条１項）に該当し、本人の同意がない

限りプライバシー侵害の不法行為が成立す

るとした判決として社社会会医医療療法法人人 A 会会事事件件

ことであり、その期待は保護されるべきと

して、プライバシーに係る情報として法的

保護の対象となるとした。その上で、警察

への開示についてあらかじめ承諾を求める

ことは容易であったにもかかわらず、それ

を行わず、本人の同意を得ずに開示した行

為はプライバシー侵害の不法行為を構成す

るとした。プライバシーに係る情報の第三

への開示については、本人の同意を得るこ

とがプライバシー侵害の重要な基準となる

ことを示唆している（本件は、個情法の施

行前の事案である。個情法 27 条 1 項参

照）。 
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福福岡岡地地裁裁久久留留米米支支判判平平成成 26 年年 8 月月 8 日日労労

判判 1112 号号 11 頁頁、、福福岡岡高高判判平平成成 27 年年 1 月月

29 日日 1112 号号 5 頁頁がある。  
＜事案の概要＞ 
被告が経営するａ病院看護師である原告が、

ｂ病院で受けた血液検査の結果により HIV
陽性と診断されたところ、ｂ病院の医師か

ら上記情報を取得した a 病院の医師及び職

員が原告の同意なく a 病院の他の職員らに

伝達して情報を共有したことが当時の個情

法 23 条 1 項（第三者提供）及び 16 条 1 項

（目的外利用）に反し、原告のプライバシー

を侵害する不法行為に当たる等として、使

用者である被告に対し、民法 715 条に基づ

き、損害賠償を請求した事案。 
＜判決の要旨及び判決から得られる示唆＞ 
 本件情報共有は、被告の非常勤医師であ

るＤ医師から順次被告内部の医師、看護師

及び事務長に情報提供されたものであり、

同一事業者内における情報提供というべき

であるから、第三者に対する情報提供には

該当せず、法２３条１項には反しない。 
 原告の同意を得て行われた検査の結果

HIV 感染が判明した旨の情報は、a 病院で

患者として受診した原告の治療過程の検査

の結果によって取得されたものであるから

その収集目的は診療目的にあり、労務管理

を目的（院内感染の防止のために原告の就

労に関する方針を検討する目的）として利

用することは目的外利用（１６条１項）に該

当し、本人の同意がない限り許されず、特段

の事情のない限り不法行為が成立するとし

て損害賠償を命じた。 
 なお、高裁は、情報共有が図られたのは６

名に限られていたこと等も考慮して、賠償

額を減額した。 

 判決も指摘するように、HIV 感染に対す

る社会的偏見や差別はいまだに根強いもの

があり（精神疾患についても同様の現状は

あるといわざるを得ない）、心身の状態に対

する情報の中でも、その感染に関する情報

は、重要なプライバシーとして保護される

必要がある。治療目的で収集した感染情報

を労務管理目的で情報共有することは、個

情法１８条１項の目的外利用に当たるとい

わざるを得ず、同時にプライバシー侵害と

なる。なお、現在では、治療方法の進歩によ

り、労務管理上 HIV の感染情報を収集、保

管、利用する必要性、合理性は少ないと思わ

れる。 
ⅲ）一方、精神疾患に関する健康情報を本人

の同意を得るなどして異動先に適切に引き

継がなかったことが、安全配慮義務違反に

なる可能性を示した裁判例としてささいいたたまま

市市事事件件・・東東京京高高判判平平成成 2299 年年 1100 月月 2266 日日））

労労判判 1172 号号 26 頁頁がある。。 
 判決は、被災者（自殺）は「うつ病，適応

障害」との病名でほぼ上限である連続８９

日間の病気休暇を取得した後、異動先に復

職しているが，精神疾患によりほぼ上限の

８９日間の病気休暇を取得した旨の情報は，

職場復帰後のフォローアップという観点か

らは，異動前の上司が，被災者の同意を得る

などした上，本庁の人事担当者に対し，異動

先の上司らに病気休暇等の情報を引き継ぐ

ように求め，あるいは自ら上司らに情報を

提供するなどすることが望まれたとしてい

る。ただし、本判決は、被災者の職場復帰後

における状況の詳細が明らかではないため

直ちに安全配慮義務に反するものというこ

とはできないとした。 
 具体的な事情にもよるが、メンタル不調
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で休業、休職していた従業員を復職させる

場合は、復職支援のために心身の状態の情

報を職場に提供することが求められる場合

が少なくない。その場合、医療職により適切

に加工された情報を提供することも検討す

る必要がある。 
 
１１．．２２．．１１．．４４  関関連連すするる規規定定  
⑴本条と同趣旨の規定として、じん肺法３

５条の３第３項が制定された。 
⑵心身の状態の情報は、そのほとんどが個

情法２条３項の要配慮個人情報に該当し、

その情報の取扱いは、安衛法１０４条のほ

かに個情法の規定にしたがって行われる必

要がある。個情法の各規定のうち、心身の状

態の情報の取り扱いに関連する主な規定は

以下のとおりである（各規定の具体的適用

場面については、上記本条の「内容」解説を

参照）。 
１７条：個人情報を取り扱うに当たっては、

利用目的をできる限り特定すべきこと

（１項）。 
１８条：あらかじめ本人の同意を得ること

なく利用目的を超えて個人情報を取り扱

ってはならないこと（１項）。事業承継を

した場合は、あらかじめ本人の同意を得

ることなく、承継前の利用目的を超えて

取り扱ってはならないこと（２項）。前２

項の例外（３項１号 法令に基づく場合、

同２号 人の生命、身体又は財産の保護

のために必要であって本人の同意を得る

ことが困難であるとき等） 
２０条：要配慮個人情報は、原則として、あ

らかじめ本人の同意を得ないで取得して

はならないこと。例外として、法令に基づ

く場合、人の生命、身体又は財産の保護の

ために必要であって本人の同意を得るこ

とが困難であるとき等（２項）。 
２１条：個人情報を取得するに際しては利

用目的を通知する等しなければならない

こと。 
２２条乃至２６条、３３条乃至３７条：情報

の適正な管理等の内容。 
４０条：個人情報の取扱いに関する苦情処

理。 
２７条：個人情報は、あらかじめ本人の同意

を得ることなく、第三者に提供してはな

らないこと。例外として、１号 法令に基

づく場合、２号 人の生命、身体又は財産

の保護のために必要であって本人の同意

を得ることが困難であるとき等。 
１４７，１４８，１７８条：個情法に違反し

た場合には、個人情報保護委員会による

指導、助言（１４７条）、勧告、命令（１

４８条）の対象となり、命令にも違反した

場合には罰則が科される（１７８条）等の

公法上の規制が規定されている。 
また、「個人情報の保護に関する法律につ

いてのガイドライン（通則編）」（平成２８

年個人情報保護委員会告示第６号。以下「ガ

イドライン」）は、同法各条の「本人の同意」

の意義、同法２３条に定める安全管理措置

の具体的内容及び上記個情法各条の具体的

な内容等について解説している。 
⑶憲法１３条（プライバシー保護） 
 心身の状態の情報の取扱いについては、

収集、利用、保管等の各行為が、あらかじめ

労働者本人の同意を得ることなく行われた

場合には、個情法に違反する可能性がある

とともに、プライバシー侵害による不法行

為に当たる可能性がある。判例は、憲法１３

条が保障する私生活の自由の一内容として
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プライバシーに係る情報が適切に取り扱わ

れる利益を法的に保護される利益としてい

るが、労働者本人の同意を得ていない心身

の状態の情報の取扱いをプライバシー侵害

とした裁判例が見られる。実際に裁判とな

った例については、関連裁判例を参照され

たい。 
⑷ストレスチェック指針、留意事項、メンタ

ルヘルス指針 
 上記指針等の記載内容のうち、本指針の

内容とオーバーラップする部分については

本指針が優先し、本指針に定められていな

い部分については、留意事項、ストレスチェ

ック指針、メンタルヘルス指針によること

となる。上記指針等の内容のうち健康情報

の取扱いに関する部分の概要は以下のとお

りである。 
ⅰ）ストレスチェック指針 
 ストレスチェックをメンタルヘルス不調

の防止及び職場環境の改善につなげるため

には、ストレスチェックに関する労働者の

健康情報の保護が適切に行われることが極

めて重要であるとして、ストレスチェック

の実施事務者の範囲、ストレスチェックの

結果の事業者への提供に当たっての本人の

同意取得の方法、事業者に提供する情報の

範囲、集団ごとの集計・分析結果の提供に当

たっての留意事項、面接指導結果の事業者

への提供に当たっての留意点（必要に応じ

て適切に加工すること等）等が詳細に定め

られている。 
ⅱ）留意事項 
 健康情報の取扱いについて、上記「ガイド

ライン」に定める措置を実施するに当たり

留意すべき事項について、個情法の各規定

及びそれに対応する「ガイドライン」の内容

に即して具体的に解説をしている。 
ⅲ）メンタルヘルス指針 
 メンタルヘルスに関する労働者の個人情

報は、その取得、保管、利用等において特に

適切に保護しなければならないが、その一

方で、メンタルヘルス不調の労働者への対

応に当たっては、労働者の上司や同僚の理

解と協力のため、当該情報を適切に活用す

ることが必要となる場合もあるとして、個

人情報を取得あるいは第三者に提供する際

の労働者の同意取得の方法、留意点、情報を

事業者に提供する場合は、事業場内産業保

健スタッフによる情報の集約・整理・解釈等

適切に加工した上で提供すること、診断名、

検査値、具体的な愁訴の内容等の加工前の

情報又は詳細な医学的情報は提供してはな

らないこと等を定めている。 
   
１１．．２２．．１１．．５５沿沿革革  
１ 情報通信技術の発達に伴い、個人情報

の保護の必要性が高まってきたこと等を背

景に、平成１５年５月２３日、個人情報の保

護に関する法律（個情法）が成立したが、雇

用管理分野における個人情報のうち、健康

情報の取扱いについては、平成２７年の個

情法改正以前は、「雇用管理に関する個人情

報の適正な取扱いを確保するために事業者

が講ずべき措置に関する指針(平成 16 年厚

生労働省告示第 259 号。以下「旧指針」)」
及び旧指針について事業者が留意すべき事

項に関し「雇用管理に関する個人情報のう

ち健康情報を取り扱うに当たっての留意事

項について」(平成 16 年 10 月 29 日付け基

発第 1029009 号。以下「旧留意事項通達」)
が発出され、運用されてきた。 

その後、個人情報の保護に関する法律及
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び行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律の一部を

改正する法律(平成 27 年法律第 65 号。以下

「改正個人情報保護法等」)及びガイドライ

ンが全面施行・適用され、それに伴い、雇用

管理分野において取り扱われる健康情報に

ついては、旧留意事項通達における規律水

準と比較して変更をすることなく、引き続

き事業者において適切に取り扱われるよう、

現在の「留意事項」が定められ、改正個人情

報保護法等の施行日（平成29年5月30日）

より適用されている。 
この「留意事項」の適用に伴い、旧留意事

項通達は廃止された。 
２ 平成３０年春の通常国会で成立した

「働き方改革を推進するための関係法律の

整備に関する法律」（平成３０年法律第７１

号。以下「整備法」）では、労基法の改正と

あわせて安衛法の改正 33が行われ、産業医・

産業保健機能の強化が図られるとともに、

心身の状態に関する情報の取扱いに関する

１０４条が新設された（翌平成３１年４月

１日に施行）34。また、本条に基づく本指針

及びその解説をした「手引き」が改正にあわ

せて策定され、公表された。 
 
１１．．２２．．２２  第第 110055 条条  
１１．．２２．．２２．．１１  趣趣旨旨  
 安衛法１０５条（以下「本条」という。）

は、法定の健康診断（６５条の２第１項、６

 
33 この法改正により、メンタルヘルス指針

の中に既に定められていたストレスチェッ

ク制度に関する部分は法律に格上げされた。 
34 改正前の同法１０４条（健康診断等の実

施事務に携わる者による秘密の保持）は、

改正により１０５条となった。また、整備

６条１項乃至４項）、法定の面接指導（６６

条の８第１項、６６条の 8 の２第１項、６

６条の８の４第１項）、ストレスチェックの

検査（６６条の１０第１項）及び面接指導

（６６条の１０第３項）の実施の事務に従

事した者に対し、その実施に関して知り得

た労働者の秘密について守秘義務を課し、

受益者（労働者）が安心して健康診断等を受

けられるようにする趣旨の規定である 35。 
 本条に違反した者は、６月以下の懲役又

は５０万円以下の罰金刑が科される（安衛

法１１９条１号）。 
 なお、罰則の適用は、実行行為者である自

然人の他事業者たる法人又は人に対しても

罰金刑が科されることとなり（両罰規定）

（安衛法 122 条）、本条の秘密保持義務被

違反した場合は、実行行為者のほか、上記事

業者もその罰則の適用対象となる。 
 
１１．．２２．．２２．．２２  内内容容  
⑴本条は、刑法１３４条（秘密漏示罪）の労

働安全衛生領域における関連規定とされて

いる。刑法１３４条は、「医師、薬剤師、医

療品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公

証人又はこれらの職にあった者が、正当な

理由がないのに、その業務上取り扱ったこ

とについて知り得た人の秘密を漏らしたと

きは、６月以下の拘禁刑又は１０万円以下

法７１条では、改正じん肺法３５条の３と

して安衛法１０４条と同趣旨の規定が新設

された。本指針は、上記安衛法１０４条３

項及びじん肺法３５条の３第３項双方の規

定に基づく指針である。 
35 厚労省労働基準局安全衛生部編「わかり

やすい労働安全衛生法」４８２頁等。 
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の罰金に処する。」と規定しているが 36、

本条の「秘密」とは、刑法１３４条（秘密漏

示罪）の「秘密」と同義と解されている 37。 
⑵本条の行為者については、本条の制定当

初は健診実施事務従事者のみを対象として

いたが、平成１７年の改正（平成１７年法律

第１０８号）により面接指導実施事務従事

者（長時間労働面接指導実施事務従事者）が

加えられ、平成２６年の改正（平成２６年法

律第８２号）によりストレスチェックとそ

の後の面接指導の実施事務従事者（ストレ

スチェック後面接指導実施事務当事者等）

も対象に加えられた 38。 
⑶本条の「秘密」の要件として、以下のこと

が求められる 39。 
ⅰ）特定の小範囲の者にしか知られていな

い事実であって、これを他人に知られない

ことが本人の利益と認められるものである

こと。公知の事実は、たとえこれを知らない

他人に対しても秘密とはいえないが、単に

噂の程度に過ぎない場合は、秘密に当たる。 
ⅱ）生存する人の秘密であることを要する。

自然人のほか、法人や法人格のない団体の

秘密を含む。 
ⅲ）業務上取り扱ったことによって知り得

たものであることが必要である。業務上知

 
36 例えば、医師の秘密漏示行為が刑法１３

４条、安衛法１０５条の両方の罪名に触れ

る場合は、観念的競合となり、その最も重

い刑により処断されることとなる（刑法５

４条）と解される。なお、刑法１３４条は

親告罪であり、告訴が無ければ公訴を提起

できない（刑法１３５条）。 
37 労働調査会出版局編「労働安全衛生法の

詳解（改訂４版）」１００４頁等。 
38 なお、産業医が行う産業保健業務で取り

扱った労働者の秘密の漏示に刑法１３４条

が適用されるかは、一応問題となり得る

った秘密であるかぎり、本人から明示的又

は黙示的に打ち明けられたものであると、

自己の調査によって知り得たものであると

を問わない。 
ⅳ）秘密は、本人が主観的に秘密とすること

を欲する事実であれば足りるか、一般人が

客観的に秘密としようと欲する事実でなけ

ればならないかについては、見解が分かれ

ており、a）本人が主観的に秘密とすること

を欲すれば足りるとする説、ｂ）客観的にみ

て、本人の秘密として保護するに値するも

のでなければならないとする説、ｃ）一般人

が秘密とすることを欲し、かつ、本人も秘密

と欲する事項であることを要するとする説、

ｄ）客観的に秘密として保護するに値する

もの、又は、本人が特に秘密とすることを欲

する旨を明示したもののいずれかであれば

足りるとする説が対立している。 
 この点を判断した裁判例は少ないが、少

年に対する現住建造物等放火・殺人等保護

事件において家庭裁判所から精神鑑定を依

頼された医師である被告人が、ジャーナリ

ストに対し、供述調書、心理検査、精神鑑定

の結果等の写しを閲覧させるなどした行為

について、秘密漏示罪の成立を認めた奈良

地判平成２１年４月１５日判決 40がある。

が、前掲三柴６４頁は、後記保健師助産師

看護師法４２条の２（４４条の４で違反に

は罰則が科されている）で保健師の保険業

務に就いても守秘義務が課されていること

との対比から、産業医による産業保健業務

にも基本的には刑法１３４条の適用は及

び、必要な情報提供には、同条の正当な理

由による例外を活用すべきとする。 
39 大塚仁「刑法各論（増補版）」１１２頁

以下。 
40 判例時報 2048号 135頁。控訴審（大阪

高判平成 21年 12月 17日刑集 66巻 4号
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判決は、本罪における「秘密」とは、一般に

知られていない非公知の事実であって、こ

れを他人に知られないことが本人の利益と

認められるものをいうとした上で、閲覧さ

せた資料は、プライバシーに極めて深くか

かわる個人的な事項を内容とするものであ

るから、これらは、一般的にみて何人も他人

に知られることを欲しない事項といえ、他

人に知られないことが本人にとって利益で

あると認めることができるので「秘密」に当

たるとした。前記 b）の客観説の立場に立っ

た判断といってよい。 
⑷漏示（漏らした） 
 本条及び刑法１３４条は、「漏らし」た行

為を処罰の対象とする。 
 「漏らし」たとは、秘密をまだ知らない他

人に告知することをいい、不作為による場

合（例えば、秘密を記載した書面を放置した

ままで他人の閲読に任せておくような場合）

も含む。また、既知の事実が概略に過ぎない

ときに、その詳細を述べることも漏らした

行為に含まれる 41。 
⑸違法性の阻却される場合等 
 秘密の漏示に本人が同意した場合には、

漏示行為は、違法性が阻却されるか、構成要

件該当性を欠くこととなる 42。  
 なお、健康診断の結果等の心身の状態の

 

471 頁）も一審判決を支持した。 
41 団藤重光編「注釈刑法⑶各則⑴」 
42 前掲大塚１１５頁、大塚仁＝河上和雄＝

中山義房＝古田佑紀「大コンメンタール刑

法７巻（第２版）」３７４頁。このほか

に、三柴前掲６７頁によると、親権者の有

する子の監護・教育権（民法８２０条）に

基づき、親が医師等に対して子の秘密を尋

ね、これに応じて子の秘密を告知すること

も、子の訓育上必要と認められる限りで許

されると解されており、医師が、患者以外

情報を安全配慮義務の履行及び健康確保措

置を講じるために事業場内産業保健スタッ

フが事業場内で提供する場合は、１０４条

の内容解説（11..22..11..22..66  心心身身のの状状態態のの情情報報

のの取取扱扱いいのの原原則則～～心心身身のの状状態態のの情情報報をを取取りり

扱扱うう者者及及びびそそのの権権限限並並びびにに取取りり扱扱うう心心身身のの

状状態態のの情情報報のの範範囲囲）で説明したように、取

扱規程に従って原則として医療職が集約、

整理、解釈する等の適切な加工をした情報

を提供することが求められよう。そうした

情報提供行為は、正当な理由のある情報提

供であり、刑法１３４条の構成要件には該

当しない、あるいは違法性が阻却される行

為と解される。本条についても、同様に違法

性は阻却される（11..22..11..22..66⑸⑸参照）。  
１１．．２２．．２２．．３３  関関連連規規定定  
 事業場内産業保健スタッフの秘密保持義

務と関連するその他の規定の主なものとし

ては、以下の規定があげられる。 
⑴保健師助産師看護師法４２条の２、４４

条の４（罰則：６月以下の懲役又は１０万円

以下の罰金。親告罪） 
 保健師、看護師又は准看護師は、正当な理

由なく業務上知り得た人の秘密を漏らして

はならない。 
⑵医療法８６条１項（罰則：１年以下の懲役

又は５０万円以下の罰金） 

の第三者の生命・身体を保護するために患

者本人の秘密を漏示する行為も緊急避難に

該当する場合のほか、第三者の利益を保護

する目的を持つ漏示にも、違法性阻却を認

めるべきとする見解があるとされる。な

お、後者の場合は、現個情法２７条１項２

号に基づく第三者提供であり、刑法１３４

条１項の正当な理由に該当するとともに本

条についても違法性が阻却されると解され

る。 
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診療録、助産録の提出等の事務に従事し

た公務員である医師、助産師等が、その職務

の執行に関して知り得た業務上の秘密を正

当な理由なく漏示した場合。 
⑶精神保健福祉法５３条（罰則：１年以下の

懲役または１００万円以下の罰金） 
 精神科病院の指定医等が、この法律の職

務の執行に関して知り得た人の秘密を正当

な理由なく漏らしたとき。 
 
Ｄ．考察 及び Ｅ．結論 
 心身の状態の情報は、労働者に対する安

全配慮義務の履行や健康確保措置の実施の

ために活用することが求められる一方で、

その取扱いについては、個人情報保護法が

要配慮個人情報の取得、個人情報の目的外

利用、第三者提供について本人の同意を要

求していること及びプライバシー保護の要

請から、心身の状態の情報の取得・収集、保

管、使用の各場面で労働者本人の同意をど

の程度厳格に要求するかが問題となる。基

本的には、本条及び本指針で示された心身

の状態に関する情報の取扱いの原則にした

がって、労働者本人が情報を安心して提供

できるような体制を整備、運用し、本人に丁

寧に収集や一定の範囲の情報共有の必要性

を説明し、納得を得るべきであるが、現実に

は、同意を得ることができず、安全確保措置

の実施や業務の遂行に支障が出る場合があ

る。  
具体的には、業務遂行上、労務管理上現実

に問題が発生している場合に、安全配慮義

務の履行（職場の同僚等に対する安全配慮

義務も含む）、健康確保措置の実施のために

心身の状態の情報を取得しようとしたが、

処遇上の不利益等を恐れた労働者本人が情

報の提供を拒否した場合に事業者の採り得

る措置の内容と限界が問題となる。情報の

提供を拒否された場合に事業者の採り得る

方法としては、本人の安全に配慮した配置

転換等の人事権の行使や疾病のために労務

提供の本旨履行ができないおそれがある場

合には休職処分に付すこと等を検討せざる

を得ないが、指針の禁止する合理性のない

不利益な取り扱いと合理的な理由のある人

事権の行使等は、区別して取り扱われる必

要がある。 
また、そもそも労働者が必要な心身の状

態の情報を秘匿し、提供しなかった場合に

おける事業者の責任の減免も、個別の事案

に応じて考慮されるべきである。 
収集した心身の状態の情報を安衛法１０

４条の趣旨に沿って活用するためには、と

りわけ本指針の第２類型の情報については、

当該情報を集約、整理、解釈した上で、取り

扱う目的に即して適切に加工して職場の上

司や人事担当者等の他の取扱者に提供する

産業医等の役割が重要である。その際、心身

の状態の情報の取扱いは、当該労働者の安

全配慮や健康確保措置の実施が主な目的で

はあるが、職場の他の同僚やさらには顧客

（例えば、バスの運転手が運転するバスの

乗客等）の安全確保等も目的に含まれるこ

とは考慮されるべきである。このように、本

条及び指針にしたがい、正当な目的かつ適

切な方法で情報を提供する行為は、本条や

個人情報保護法に違反しないし、刑罰法規

である１０５条、刑法１３４条等にも違反

しない取り扱いがされる必要がある。事業

主の負う安全配慮義務が重くなっている状

況も考慮する必要があろう。 
ただし、働き方改革の一環として、産業医
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の権限、産業保健機能の強化が図られ、要配

慮個人情報である心身の状態の情報を保護

しつつ、安全配慮義務の履行や健康配慮措

置の実施のために適正に情報を取り扱う法

の枠組みを整えたとしても、「産業保健ボッ

クス」の役割を果たすべき産業医等の現状

は、質的、量的に不十分といわざるを得な

い。１０４条の趣旨を実現するには、産業医

等の産業保健スタッフを質的、量的に充実

することが極めて重要な課題というべきで

あろう。 
 
Ｆ．研究発表 

1．論文発表 
なし 
2．学会発表 

 なし 
 
Ｇ．知的所有権の取得状況 

1．特許取得 
 なし 

2．実用新案登録 
 なし 

3．その他 
 なし 
 
Ｈ．引用文献 
脚注を参照。 
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厚生労働科学研究費補助金 
分担研究報告書 

労働安全衛生法第 106 条から第 108 条の 2 までの逐条解説 

  
研究協力者 森山 誠也  労働基準監督官 

 
研究要旨 
第 106 条から第 108 条の 2 までの規定は、国の施策実施に関するものである。 
第 106 条は、国が事業者の労働災害防止活動に関して行う援助に係る努力規定である。

同条に基づく援助の具体例としては、労働基準監督機関が監督業務、相談業務等において
事業者に行う助言等もあるが、特別な支出を要するものとしては社会復帰促進等事業（以
前は労働福祉事業）の一環として各種補助金、サービスの提供等が実施されている。過去
には、減税措置、融資等による援助も行われていたが、行財政改革ないし行政刷新の流れ
を受け平成以降は事業縮小の傾向がみられた。 
第 107 条は、厚生労働大臣が労働災害の防止のための業務に従事する者及び労働者に対

して行う援助に係る努力規定である。具体的には、全国安全週間及び全国労働衛生週間な
どがある。 
第 108 条は、政府が労働災害の防止に資する科学技術の振興を図るために行う研究開発

の推進及びその成果の普及その他必要な措置に係る努力規定である。具体的には、労働安
全衛生総合研究所の運営、厚生労働科学研究費補助金の交付等がこれに当たる。 
第 108 条の 2 は、職業性疾病の発生状況等に関する疫学的調査その他の調査に関する権

限等を定めるものである。第 108 条の 2 の規定に基づく疫学的調査は、情報保護との両立
の困難等により、あまり実施されていない。 
安全衛生その他の労働条件の確保を目的とする国の援助は、工場法施行とともに形を変

え、あるいはその大義名分を変えながら絶えず行われてきた。 
本稿で取り上げた第 106 条から第 108 条の 2 は、国が労働安全衛生に関して行う事業の

根拠となる規定であるが、その内容はその性質上抽象的で、努力義務ないし権限規定であ
り、またその事業の実施には経費がかかるがこれは義務的経費ではなく裁量的経費である。
このような状況から、事業の新規創設や廃止は、各時代の政治状況等に大きく左右されて
きた。 
有意義でない事業を漫然と存続させるようなことがあってはいけないが、事業廃止が労

働災害の発生に影響する可能性を考えると安易な事業廃止も避けるべきであり、また長年
蓄積されたものを一旦廃止すると後でこれを再生することは難しい。安全衛生に関する事
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業評価については、事業仕分け等の議事録やその後の事業評価関係資料等をみても、少な
くとも安全衛生事業に関して有効な評価手法があるとは言い難い。国の援助事業一般に言
えることとして、新しい政策課題や事業者の努力義務とされている事項のみが事業の対象
とされるのに対し、従来からあるが深刻な課題は逆に援助の対象とならないということが
ある。その結果として、例えばストレスチェック実施の助成金を受けている事業場で、局
所排気装置やプレス機械の安全装置を設置していないというアンバランスな事態も生じ
る。各事業場の安全衛生水準を向上させ、労働災害を減らすという本来の（長期的な）目
的のための事業評価手法の研究開発が必要であると考える。 
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A．研究目的 
本研究事業全体の目的は、以下の 3 点に

ある。 
① 時代状況の変化に応じた労働安全衛生

法改正の方向性を展望すること。 
② 労働安全衛生法を関係技術者以外（文

系学部出身の事務系社員等）に浸透さ
せ、社会一般への普及を図ること。 

③ 労働安全衛生法に関する学問体系、同
法研究のための人と情報の交流のプラ
ットフォームを形成すること。 

そのため、条文の起源（立法趣旨、基礎
となった災害例、前身）と運用（関係判例、
適用の実際）、主な関係令等（関係政省令、
規則、通達等）を、できる限り図式化して
示すと共に、現代的な課題や法解釈学的な
論点に関する検討結果を記した体系書を発
刊すること。 
本分担研究の目的は、枝番号や附則を除

き 123条ある安衛法のうち第 106 条から第
108 条の 2 までの規定について、その課題
を果たすことにある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B．研究方法 
労働基準監督官の職務経験者（現職）で

ある本研究協力者が、労働安全衛生法（以
下「本法」という。）及びこれに基づく命
令、これに関する解釈例規、関係法令に係
る学術書等を検討して研究班会議で報告し、
本法の制定・改正に関わった畠中信夫元白
鴎大学教授ら班員らからの指摘やアドバイ
スを得て洗練させた。 
また、元厚生労働省（又は労働省）安全

衛生部の唐澤正義氏（班員）、半田有道氏、
野澤英児氏及び柳川行雄氏（班員）から、
法令の運用等に関する情報提供を受けた。 
法令の逐語解釈等においては、正確性及

び簡単のため、行政通達、厚生労働省編解
説書等について、文末脚注に出典元を明記
した上で本文中に字句を変えず転記した部
分がある。 
以下、単に第何条という時は本法の条番

号を指すこととする。 
法令等を引用する場合は□で囲むことと

し、その際、本法については題名を省略し、
本法以外の法令（本法に基づく命令等を含
む）を引用する場合には題名等を明示する。
国際労働基準は英語正文を引用した。 
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C．研究結果 
1 第 106条 
1.1 条文 
（国の援助） 

第百六条 国は、第十九条の三、第二十八
条の二第三項、第五十七条の三第四項、
第五十八条、第六十三条、第六十六条の
十第九項、第七十一条及び第七十一条の
四に定めるもののほか、労働災害の防止
に資するため、事業者が行う安全衛生施
設の整備、特別安全衛生改善計画又は安
全衛生改善計画の実施その他の活動につ
いて、金融上の措置、技術上の助言その
他必要な援助を行うように努めるものと
する。 

２  国は、前項の援助を行うに当たつては、
中小企業者に対し、特別の配慮をするも
のとする。 

1.2 趣旨 
本法では、本条以外にも事業者による安

全衛生教育、労働者の健康保持増進等個々
の事項について国の援助規定が置かれてい
るが、本条は、それ以外の事項についても、
国が、労働災害の防止に資するため、事業
者が行う安全衛生施設の整備、特別安全衛
生改善計画又は安全衛生改善計画の実施そ
の他の活動について、金融上の措置、技術
上の助言その他必要な援助を行うように努
めるものとすることを一般的に定めるとと
もに、国がこの援助を行うに当たっては中
小企業者に対し特別の配慮をするものとす
ることを定めたものである。 
本条の位置付けを把握するために、本法

中の複数の国の援助規定を、概括的に、そ
の対象者と対象分野で分類すると、表 1 の
ようになる。 

表 1 労働安全衛生法中援助規定整理表 
 対象者 

事業者 事業者以
外 

対象に限定
無し 

対
象
分
野 

労働
災害
防止 

第 19条の 3、 
第 28 条の 2
第 3 項、 
第 57 条の 3
第 3 項、 
第 63 条、 
第 106 条 

第 107 条 第 58 条、 
第66条の10
第 9 項、 
第 71 条 

快適
職場
形成 

第 71 条の 4   

本条の制定理由及び制定当初の援助措置
の概要については、施行通達 1で次のとおり
説明されている。 
発基第九一号 
昭和四七年九月一八日 
都道府県労働基準局長 殿 

労働事務次官 
労働安全衛生法の施行について 

記 
第三 概要 
一〇 監督等（第一〇章関係） 
㈢ 国の援助 

事業者、とくに中小企業においては、
資金的または技術的な問題により労働
災害の防止措置が十分に果たせないと
いう事情があることにかんがみ、法規制
の拡充整備を図るとともに、国が事業者
の行なう労働災害防止の基盤と環境を
整備する努力を側面から援助すること
も、労働災害防止という点においては極
めて有効な手法である。このため、この
法律の制定を契機として、労働福祉事業
団法を改正して、新たに労働安全衛生融
資制度を設け、事業者に対しては安全衛
生改善計画の実施に要する資金、健康診
断機関に対しては健康診断用機器の購
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入に要する資金を労働福祉事業団が長
期低利で融資することとし、また、租税
特別措置法の一部改正により、新たに特
定の労働安全衛生設備の特別償却が認
められることとなり、これらの減税措置
を講ずることによつて安全衛生設備の
整備の促進をはかることとしたこと。 
このほか、その一環として、国は、行

政措置により、安全衛生教育を行なう指
導員を養成するための安全衛生教育セ
ンターの設置、健康診断機関に対する特
殊健康診断用機器の整備に要する経費
の補助、中小企業における特殊健康診断
の実施のための巡回健康診断の実施等
の援助を行なうこととしていること。 
なお、このうち「このほか、その一環と

して」から始まる段落は、本条ではなく、
本法制定当時の第 63 条及び第 71 条の規定
に関する記述であろう。 
1.3 条文解釈 
1.3.1 「国」 
一般に、法令において国の義務を規定す

る場合の主語には、「国」や「政府」（第
108 条等）がある。 
「国」とは、法律上の権利義務の主体と

しての国家を意味することが多いが、これ
に対して「政府」は行政府、即ち内閣及び
その統括の下にある行政機関の意味で用い
られることがある 2。 
例えば、男女共同参画社会基本法第 11 条

（法制上の措置等）は、政府に施策の実施
のため必要な具体的措置を講じることを義
務付けることを明確にするために、主語を
「国」でなく「政府」としている 3。 
また、国の義務を規定する場合の主語に

「厚生労働大臣」（第 28条の 2 第 3項、第

57 条の 3第 4項、第 107条等）など行政機
関の長が置かれる場合もある。行政機関の
長の援助義務は、援助の範囲が当該行政機
関の権限の範囲内で行うことができるもの
に限られると考えられる一方で、当該行政
機関の長に一定の具体的な義務が課された
ものとも解すこともできる。 
本条は、主語を「政府」ないし「厚生労

働大臣」とせず、最も広義の「国」として
いることから、立法による措置を含めたあ
らゆる意味における国の援助について一般
的かつ包括的に規定したものと解すことが
できるだろう。 
1.3.2 「第十九条の三……に定めるもの」 
現在、本法では、本条以外に、表 2 のと

おり、9 つの国又は厚生労働大臣による援
助規定を置いている 
表 2 労働安全衛生法中第 106 条以外の国
等による援助規定 
条項 規定内容の概要 

第 19条
の 3 

国は、産業医の選任義務のない規
模の事業場〔本研究協力者註＝常
時 50人未満の労働者を使用する
事業場〕の労働者の健康の確保の
ために援助を行うよう努めるこ
と。（労働安全衛生法の一部を改正す
る法律（平成 8 年 6 月 19 日法律第 89

号）により新設） 
第 28条
の2第3
項 

厚生労働大臣は、事業者が行うリ
スクアセスメントについて指針
に基づいて必要な指導、援助等を
行うことができること。（労働安

全衛生法等の一部を改正する法律（平

成 17 年 11 月 2 日号外法律第 108 号）

により新設） 
第 57条 厚生労働大臣は、事業者が行う通
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の3第4
項 

知対象物等に係るリスクアセス
メントについて指針に基づいて
必要な指導、援助等を行うことが
できること。（労働安全衛生法の一

部を改正する法律（平成 26 年 6 月 25

日法律第 82 号）により新設） 
第 58条 国は、化学物質に係る有害性の調

査の適切な実施に資するため、必
要な援助に努めるほか、自ら有害
性の調査を実施するよう努める
こと。（労働安全衛生法及びじん肺法
の一部を改正する法律（昭和 52 年 7

月 1 日法律第 76 号）により第 57 条の

4 として新設、労働安全衛生法及び作

業環境測定法の一部を改正する法律

（平成 11 年 5 月 21 日法律第 45 号）

により第 57 条の 5 に移動、労働安全

衛生法の一部を改正する法律（平成 26

年 6 月 25 日法律第 82 号）により第 58

条に移動） 
第 63条 国は、事業者が行う安全衛生教育

の効果的実施を図るため必要な
施策の充実に努めること。（本法

制定時から改廃無し） 
第 66条
の 10第
9 項 

国は、心理的な負担の程度が労働
者の健康の保持に及ぼす影響に
関する医師等に対する研修を実
施するよう努めるとともに、スト
レスチェック結果を利用する労
働者の健康の保持増進を図るこ
とを促進するための措置を講ず
るよう努めること。（労働安全衛生
法の一部を改正する法律（平成 26 年 6

月 25 日法律第 82 号）により追加） 
第 71条 国は、労働者の健康の保持増進に

関する措置の適切かつ有効な実

施を図るため、必要な資料の提
供、作業環境測定及び健康診断の
実施の促進、受動喫煙の防止のた
めの設備の設置の促進、事業場に
おける健康教育等に関する指導
員の確保及び資質の向上の促進
その他の必要な援助に努めると
ともに、この援助を行うに当たっ
て、中小企業者に対し、特別の配
慮をするものとすること。（第 71

条の援助の対象は、本法制定当初は健

康診断のみに係る規定であったが、作

業環境測定法（昭和 50 年 5 月 1 日法

律第 28 号）により作業環境測定が追

加され、労働安全衛生法の一部を改正

する法律（昭和 63 年 5 月 17 日法律第

37 号）により労働者の健康の保持増進

とされるとともに第 2 項が新設されて

中小企業者への特別の配慮をするもの

とされ、労働安全衛生法の一部を改正

する法律（平成 26 年 6 月 25 日法律第

82 号）により援助の一つに受動喫煙の

防止のための設備の設置の促進が追

加） 
第 71条
の 4 

国は、事業者による快適な職場環
境を形成する措置の適切有効な
実施に資するため、必要な援助を
行うよう努力めること。（労働安

全衛生法及び労働災害防止団体法の一

部を改正する法律（平成 4 年 5 月 22

日法律第 55 号）による追加） 
第 107
条 

厚生労働大臣は、安全管理者、衛
生管理者、安全衛生推進者、衛生
推進者、産業医、コンサルタント
その他労働災害の防止のための
業務に従事する者の資質の向上
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を図り、及び労働者の労働災害防
止の思想を高めるため、資料の提
供その他必要な援助を行うよう
に努めること。（沿革については 2.5

参照） 
本法制定時、本条以外の援助規定はこれ

らのうち第 63 条、第 71条及び第 107 条の
みであったが、その後の法改正により 9 個
に増加している。 
本条は、事業者が行う活動に対する国の

援助義務に関する一般的規定であり、この
うち第 107 条を除く 8 個の特別の事項以外
の事項についても、国が援助を行うよう努
めることを規定している。 
したがって、立法技術的に言えば、本条

から特別規定を分離し、又は特別規定を本
条に吸収することもできるであろう。 
ただし、この 8 個の特別規定の中には、

事業者が行う活動に対する援助を定めるも
ののほか、援助の対象者を事業者に限定し
ていないものもあることから、全てを本条
に吸収することはできない。また、第 71条
の 4 は、快適な職場環境の形成を目的とす
る規定であることから、労働災害の防止を
目的とする本条に吸収することはできない
であろう。 
以上のほか、第 93条において、産業安全

専門官及び労働衛生専門官の職務として、
事業者、労働者その他の関係者に対し、労
働者の危険又は健康障害を防止するため必
要な事項について指導及び援助を行うこと
を定めている。 
1.3.3 「労働災害の防止に資するため」 
本法の目的は、第 1 条によれば、労働災

害の防止（ないし職場における労働者の安
全と健康の確保）と快適な職場環境の形成

を促進することの 2 つであるが、本条は、
このうち前者に係る国の援助について規定
したものである。 
後者に関する国の援助については、第 71

条の 4 で規定されている。 
1.3.4 「事業者」 
事業者については、第 2 条で「事業を行

う者で、労働者を使用するもの」と定義さ
れている。 
1.3.5 「安全衛生施設の整備」 
「施設」とは、一定の目的のために設け

られる土地や建物を意味することもあるが、
さらに広く物的設備のほかに人的要素を加
味した事業活動の全体を総合的に指し示す
意味で用いられることが多いとされる 4。 
「整備」とは、一般に、整えそなえるこ

とをいい 5、新設はもちろん、点検、修理等
も含まれるだろう。 
かつて存在した職場環境改善資金制度の

貸付条件によれば、機械等の新設、増設及
び改造、土地の取得及び整備と並んで運転
資金も融資対象となっているが 6、これらは
いずれも「安全衛生施設の整備」に対する
ものといえるだろう。 
1.3.6 「特別安全衛生改善計画又は安全

衛生改善計画の実施」 
第 78 条の特別安全衛生改善計画、第 79

条の安全衛生改善計画をいう。 
この部分は、従来「安全衛生改善計画」

であったものが、労働安全衛生法の一部を
改正する法律（平成 26 年 6 月 25 日法律第
82 号）による特別安全衛生改善計画指示制
度の創設により、「特別安全衛生改善計画
又は安全衛生改善計画」と表現を整理され
た。従前は第 78条で安全衛生改善計画制度
を、第 79 条で事業者等の安全衛生改善計画
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の遵守義務を規定していたが、同改正法に
よりこれら 2か条の全部が改正され、第 78
条で特別安全衛生改善計画制度が、第 79条
で安全衛生改善計画制度が規定されること
なった。 
かつて存在した職場環境改善資金では、

事業者側から労働基準監督署への相談を端
緒として労働基準監督署が事業場を点検し、
その結果に基づき都道府県労働基準局長が
当該事業者に対して安全衛生改善計画の作
成を指示し、それに対して事業者が安全衛
生改善計画を作成することが貸付条件の一
つとされていた 7。 
1.3.7 「その他の活動」 
労働災害の防止に資するあらゆる活動が

含まれると解される。 
1.3.8 「金融上の措置」 
一般に、金融とは、金銭の融通、特に資

金の借り手と貸し手の間で行われる貨幣の
信用取引をいう 8。 
一般に、政府による資金供給のあり方に

は無償資金（補助金等の予算措置）と有償
資金（融資、出資及び投資）が考えられる
が 9、金融上の措置といった場合には、有償
資金のみを意味することが多いと思われる。 
かつて存在した融資事業（1.7.4.3 節参照）

は 1.3.2節及び 1.4節に掲げた各規定に基づ
く援助に該当しない限り、原則的には本条
に基づくものであろう。 
なお、国の施策実施規定中の「○○上の

措置」という形の表現については、ものづ
くり基盤技術振興基本法（平成 11 年法律第
2 号）第 7 条の「法制上、財政上又は金融
上の措置」、バイオマス活用推進基本法（平
成 21 年法律第 52 号）第 19 条の「法制上、
財政上、税制上又は金融上の措置」、スポ

ーツ基本法（平成 23 年法律第 78 号）第 8
条の「法制上、財政上又は税制上の措置」、
労働者の職務に応じた待遇の確保等のため
の施策の推進に関する法律（平成 27年法律
第 69 号）の「法制上、財政上又は税制上の
措置その他の措置」など、主に基本法に用
例がある。 
1.3.9 「技術上の助言」 
「技術上の助言」には、労働基準監督機

関による援助（1.7.1 節、1.5 節参照）が含
まれる。なお、第 93 条で、産業安全専門官
及び労働衛生専門官は、事業者に対して労
働者の危険又は健康障害を防止するため必
要な事項について指導及び援助を行うと規
定されているが、これも「技術上の助言」
に含まれるであろう。 
労働基準監督機関以外の機関による技術

上の助言としては、労災防止指導員等の制
度（1.7.4.1 節参照）、産業保健総合支援セ
ンターの相談対応（第 19条の 3 の規定に係
る援助を除く。）、中央労働災害防止協会
が行う中小規模事業場安全衛生サポート事
業等は、この技術上の助言に含まれるだろ
う。 
1.3.10 「その他必要な援助」 
金融上の措置及び技術上の助言以外の必

要な援助としては、減税措置、補助金（助
成金を含む）、資料の提供、集団指導（講
習会）等がこれに該当するだろう。 
なお、一般的に、減税、納税猶予等の措

置を「税制上の措置」とする用例や、補助
金の支出や金融上の措置を含めた予算案の
作成及び国会提出、予算の執行等による措
置を「財政上の措置」とする用例がある 3。 
「減税措置」については、国の徴税権に

制約を加えるものであることから 10、ある
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いは直接的に税収減に繋がることから 11、
各種の援助措置の中でも、実現のためのハ
ードルが極めて高いと言われているという
証言がある。 
1.3.11 「援助を行う」 
「援助」には、国が自ら事業を行うもの

のみならず、国費を投じた委託事業等を行
う場合も含まれると解される 12。また、こ
れには労災保険料財源による事業が含まれ
ると解されている 13。しかし、労災保険料
財源による事業を「国の援助」といえるか
否かという問題については、別途 1.8.4 節で
検討する。 
なお、補助金を始めある種の事業には当

然予算が必要となるが、既に事業者に対し
て義務付けられた事項を援助することは難
しく、事業者の努力義務となっている事項
の促進のための援助や、法令改正に伴う経
過措置期間において事業者の対応を促進す
るための援助の方が、予算措置を求めやす
いという証言がある 14。この例として、近
年ではフルハーネス型墜落制止用器具等の
導入促進のための既存不適合機械等更新支
援補助金事業（1.7.4.4節参照）がある。 
1.3.12 「努めるものとする」 
本条の規定は努力義務にとどまっており、

また援助内容が具体的に定められているわ
けではないことから、本条に基づく援助事
業の経費は義務的経費ではなく裁量的経費
にとどまり、その時々の政治及び政策によ
り大きな影響を受けると考えられる。 
しかし、援助措置に係る予算要求の際の

根拠条文となりうることから 11、その点で、
本条には意義があるといえる。 
1.3.13 「中小企業者」 
本条及び第 71 条で「中小企業者」という

語が使用されているが、その定義は示され
ていない。 
中小企業者に関する国等の施策の総合的

な推進等については、中小企業基本法（昭
和38年法律第154号）で定められているが、
同法第 2 条第 1 項では、同法に基づいて講
ずる国の施策の対象とする「中小企業者」
の原則的な範囲（以下本稿において「原則
的範囲」という。）が表 3 のように定めら
れている。ただし、同項に明記されている
ように、それは飽くまで原則であり「その
範囲は、これらの施策が次条〔本研究協力
者註＝第 3 条〕の基本理念の実現を図るた
め効率的に実施されるように施策ごとに定
めるものとする。」と規定されている。 
表 3 中小企業基本法による中小企業者の
範囲（平成 11 年 12 月 3日～現在） 

業種 

中小企業者 
（下記のいずれかを満たすこと） 
資本金の額又
は出資の総額 

常時使用する
従業員の数 

①製造業、建設業、運
輸業その他の業種
（②～④を除く） 

3 億円以下 300 人以下 

②卸売業 1 億円以下 100 人以下 
③サービス業 5000 万円以

下 
100 人以下 

④小売業 5000 万円以
下 

50 人以下 

本条に基づいて講ぜられる国の援助措置
である既存不適合機械等更新支援補助金事
業（1.7.4.4 節参照）の対象者は、この原則
的範囲の中小企業者となっている。 
ただし、この中小企業者の原則的範囲は、

法改正等により変更されうるものであるこ
とに注意が必要である。 
中小企業基本法は昭和 38年 7 月 20 日に

公布され、即日施行されたが、このときの
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中小企業者の原則的範囲は、表 4 のとおり
であった。 
表 4 中小企業基本法による中小企業者の
範囲（昭和 38 年 7 月 20 日～昭和 48 年 10
月 14 日） 

業種 

中小企業者 
（下記のいずれかを満たすこと） 
資本の額又は
出資の総額 

常時使用する
従業員の数 

①工業、鉱業、運送
業その他の業種
（②を除く） 

5000 万円以
下 

300 人以下 

②商業又はサービ
ス業 

1000 万円以
下 

50 人以下 

その後、中小企業者の範囲の改定等のた
めの中小企業基本法等の一部を改正する法
律（昭和 48 年 10 月 15 日法律第 115 号，
即日施行）により中小企業基本法の中小企
業者の原則的範囲は表 5 のように改められ
た。 
表 5 中小企業基本法による中小企業者の
範囲（昭和 48年 10月 15日～平成 11 年 12
月 2日） 

業種 

中小企業者 
（下記のいずれかを満たすこと） 
資本の額又は
出資の総額 

常時使用する
従業員の数 

①工業、鉱業、運送業
その他の業種（②及
び③を除く） 

1 億円以下 300 人以下 

②卸売業 3000 万円以
下 

100 人以下 

③小売業又はサー
ビス業 

1000 万円以
下 

50 人以下 

さらにその後、中小企業基本法等の一部
を改正する法律（平成 11年 12 月 3 日法律
第 146 号）による改正により、中小企業基
本法の中小企業者の原則的範囲は現在のも
のに改正された（即日施行）。 

1.4 関係規定 
ここでは他の労働安全衛生関係法令中の

国等の援助規定について述べることとし、
本法中の関係規定については 1.3.2節で、国
の援助事業の実施に関する法令については
必要に応じて 1.7 節の中で、国際労働基準
については 1.5 節で述べることとする。 
労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）、

じん肺法（昭和 35 年法律第 30 号）、船員
災害防止活動の促進に関する法律（昭和 42
年法律第 61 号，船災防法）、炭鉱災害によ
る一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
（昭和 42 年法律第 92 号，CO 法）、家内
労働法（昭和 45 年法律第 60 号，家労法）、
作業環境測定法（昭和 50 年法律第 28 号，
作環法）及び建設工事従事者の安全及び健
康の確保の推進に関する法律（平成 28 年法
律第 111 号，建設職人基本法）においては、
表 6 のように、国の援助に関する規定が設
けられている。 
表 6 労働安全衛生法以外の労働安全衛生
に関する法律における国等の援助規定 
法条項 規定内容の概要 
労働基準
法第 105
条の 2 

厚生労働大臣又は都道府県労
働局長は、労働基準法の目的を
達成するために、労働者及び使
用者に対して資料の提供その
他必要な援助をしなければな
らないこと。 

じん肺法
第 32 条
～第 35
条 

政府は、事業者に対して粉じん
の測定・発散防止抑制、じん肺
健康診断その他じん肺に関す
る予防及び健康管理に関し、必
要な技術的援助を行うように
努めるとともに、じん肺の予防
に関する技術的研究及び当該
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技術的援助を行うため必要な
施設の整備を図らなければな
らないこと。また、都道府県労
働局及び産業保安監督部に、事
業者が行うじん肺の予防に関
する措置について必要な技術
的援助を行わせるため、粉じん
対策指導委員を置くこと。 
政府は、じん肺管理区分が管理
3 の労働者の職業転換に関し適
切な措置を講ずるように努め
ること。 
政府は、じん肺にかかった労働
者であつた者の生活の安定を
図るため、就労の機会を与える
ための施設及び労働能力の回
復を図るための施設の整備そ
の他に関し適切な措置を講ず
るように努めなければならな
いこと。 

船災防法
第 5条 

国は、船舶所有者又は船舶所有
者の団体が船員災害の防止を
図るために行う活動について、
財政上の措置、技術上の助言、
資料の提供その他必要な援助
を行うように努めるとともに、
船員災害の防止に資する科学
技術の振興を図るため、研究開
発の推進及びその成果の普及
その他必要な措置を講ずるよ
うに努めるものとすること。 

CO 法第
9 条～第
11 条 

政府は、炭鉱災害による CO 中
毒症について療養補償給付を
受けていた被災労働者であっ
て同症が治ったものに対し、必
要があると認めるときは、社会

復帰促進等事業の一環として
診察、保健指導等を行うこと。 
また、政府は、炭鉱災害による
CO 中毒症にかかった被災労働
者のためのリハビリテーショ
ン施設の整備に努めなければ
ならないこと。 

家労法第
25 条 

国又は地方公共団体は、家内労
働者及び委託者に対し、資料の
提供、技術の指導、施設に関す
る便宜の供与その他家内労働
法の目的を達成するために必
要な援助を行なうように努め
なければならないこと。 

作環法第
47 条 

政府は、作業環境測定士の資質
の向上並びに作業環境測定機
関及び登録講習機関の業務の
適正化を図るため、資料の提
供、測定手法の開発及びその成
果の普及その他必要な援助を
行うように努めるものとする
こと。 

建設職人
基本法第
7 条 

政府は、建設工事従事者の安全
及び健康の確保に関する施策
を実施するため必要な法制上、
財政上又は税制上の措置その
他の措置を講じなければなら
ないこと。 

別途、労働基準法については 1.6.2節、家
内労働法については 1.9.3 節、船員法につい
ては 1.9.2 節を参照されたい。 
1.5 国際労働基準 
日本は、1919 年の創設時から国際労働機

関（ILO）に参加していたが、1938 年 11
月に脱退を通告し、2 年後に発効した。そ
の後、1951 年の第 34 回 ILO 総会で日本の
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再加盟が承認され、同年11月に発効した 15。 
従来、国際労働基準においても、国や労

働監督機関による援助について繰り返し謳
われてきた。 
1.5.1 労働者保護を目的とする法令及規

則の実施を確保する為の監督制度
の組織に付ての一般原則に関する
勧告（第 20号） 

労働者保護を目的とする法令及規則の実
施を確保する為の監督制度の組織に付ての
一般原則に関する勧告（第 20 号，第 5回総
会で 1923 年 10 月 29 日採択）16では、次の
とおり、監督官は、健康安全の最善の標準
（best standards）について、使用者に対し
情報供与及び助言（inform and advise）を
すべきと勧告している。 
Recommendation concerning the General 
Principles for the Organisation of Systems of 
Inspection to Secure the Enforcement of the 
Laws and Regulations for the Protection of 
the Workers, 1923 (No. 20, ILO) 

II. Nature of the Functions and Powers of 
Inspectors 

B. SAFETY 
7. （略） 

(b) that inspectors should inform and advise 
employers respecting the best standards of 
health and safety; 

1.5.2 産業災害の予防に関する勧告（第 31
号） 

産業災害の予防に関する勧告（第 31 号，
第 12 回総会で 1929 年 6 月 21 日採択，第
109 回総会で 2021 年撤回）17では、第 10
項で常設安全展覧会の設置又は設置の促進
を勧告していた。また、第 23 項で国が災害
保険機関及び災害保険会社を災害予防事業

に協力させるべきことを勧告しており、そ
の協力の方法の例として、監督機関への災
害情報の報告、災害調査研究機関及び安全
第一運動への協力、使用者への安全装置の
貸付、災害防止について労働者、技術者そ
の他の者がした発明等に対する褒賞、使用
者及び公衆への宣伝、安全措置への助言並
びに安全博物館及び災害予防教育施設への
醵出を挙げていた。 
また、第 107 条関係であるが、同勧告第

9 項では、国が災害予防に関する労働者の
関心を覚醒させ維持させるための取組を行
うべきことについて、同勧告第 11 項では、
国が、使用者に災害予防に関する労働者教
育の改善を行わせ、労働者団体にその教育
への協力を行わせるようにすべきことにつ
いて勧告していた。 
Prevention of Industrial Accidents Rec-
ommendation, 1929 (No. 31) 

III. Organisation of Inspection 
A. ORGANISATION OF THE STAFF 

9. It is recommended that the Members 
should do all in their power to awaken 
and maintain the interest of the workers 
in the prevention of accidents and ensure 
their co-operation by means of lectures, 
publications, cinematograph films, visits 
to industrial establishments, and by such 
other means as they may find most ap-
propriate. 

10. It is recommended that the State should 
establish or promote the establishment of 
permanent safety exhibitions where the 
best appliances, arrangements and 
methods for preventing accidents and 
promoting safety can be seen (and in the 
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case of machinery, seen in action) and 
advice and information given to employ-
ers, works officials, workers, students in 
the engineering and technical schools, 
and others. 

11. In view of the fact that the workers, by 
their conduct in the factory, can and 
should contribute to a large extent to the 
success of protective measures, the State 
should use its influence to secure (a) that 
employers should do all in their power to 
improve the education of their workers in 
regard to the prevention of accidents, 
and (b) that the workers' organisations 
should by using their influence with their 
members co-operate in this work. 

IV. Inspectors' Reports 
23. The State should use its influence with 

accident insurance institutions and 
companies to co-operate in the work of 
accident prevention by such means as the 
following: communication of information 
on causes and consequences of accidents 
to the inspection service or other super-
vising authorities concerned; 
co-operation in the institutions and 
committees referred to in Paragraph 1 
and in the Safety First Movement in 
general; advances to employers for the 
adoption or improvement of safety ap-
pliances; the award of prizes to workmen, 
engineers and others who, by their in-
ventions or ideas, contribute substantial-
ly to the avoidance of accidents; propa-
ganda among employers and the public; 
advice on safety measures, contributions 

to safety museums and institutions for 
instruction in accident prevention. 

1.5.3 労働監督官の手引 
労働監督官の手引（Guide for labour in-

spectors）（1955 年）18では、最も効果的
な監督手法として、健全な労働条件及び法
令に関する理解の促進と、労使に対し最も
効果的な法的義務履行についての情報提供
と助言を行うこととし、重大・悪質な違反
行為に対してやむをえず抑圧的な措置を講
じることとしている。 
Guide for labour inspectors 
Part I. The Labour Inspection Service 

Method and Standards of Inspection 
Methods of Inspection 

〈略〉 
The most effective practice is to lay par-

ticular stress on promoting understanding 
of sound labour conditions and of the legal 
provisions, and on informing and advising 
employers and workers of the most effec-
tive means of complying with their legal 
obligations. At the same time, the way is 
left open for repressive measures to be ap-
plied, if unavoidable, in cases of serious or 
repeated offences and obviously intentional 
violation. 
1.5.4 その他 
以上のほか、日本は批准していないが、

職業上の安全及び健康並びに作業環境に関
する条約（第 155 号，第 67 回総会で 1981
年 6月 22 日採択）19及びこれを補足する職
業上の安全及び健康並びに作業環境に関す
る勧告（第 164 号，第 67回総会で 1981 年
6 月 22 日採択）20では、国の援助を含む国
の施策についてより体系的な規定がなされ
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ている。 
1.6 沿革 
ここでは国等の援助ないし援助規定の沿

革について述べることとするが、労働者災
害補償保険事業の沿革については 1.8節で、
国際労働基準の沿革については 1.5 節で述
べることとする。 
なお、報告者が若干の調査を行った範囲

内では、戦前戦中の労働関係法において国
の援助規定を見出すことはできなかった。 
1.6.1 戦前戦中の状況 
戦前戦中の民間団体（官製を含む。）に

よる労働安全衛生関係の運動、活動等につ
いては、中央労働災害防止協会編（2011 年）
『労働安全運動史―安全専一から 100年』21

に詳しいが、引用文献を明確にしたより学
術的な文献として、近代日本の安全衛生運
動に尽力した蒲生俊文に焦点を当てた研究
である堀口良一著（2015 年）『安全第一の
誕生―安全運動の社会史 増補改訂版』（不
二出版）22がある。同書によれば、戦前期の
日本の安全運動（個別の社内運動及び地域
的ないし業界内的運動を除く。）には、大
正 6 年に始まる安全第一協会、中央災害防
止協会、日本安全協会と続く民間の安全運
動の系譜と、昭和 4 年に設立された産業福
利協会を起源とする官製の安全運動の系統
があり、この 2系統は昭和 16 年に大日本産
業報国会へ統合された 23。 

安全第一協会は、雑誌『安全第一』の刊
行のほか、大正 8 年 5 月 4 日から 7 月 10
日まで文部省東京教育博物館で開催され延
べ 183,605 人の入場者があった災害防止展
覧会（別称 安全第一展覧会）に多大な協
力を行うとともに、同展覧会会期のうち 6
月 15 日から 6 月 21 日まで、東京市とその

隣接町村において内田 嘉
か
吉
きち

24を主催者代
表として日本最初の安全週間を実施したが、
収入の殆どを会費及び寄附に頼っており 25、
本研究協力者の若干の調査では、国が援助
をしていた状況は確認できなかった。 
産業福利協会は、大正 14 年 11 月、内務

省社会局の外郭団体として設立されたが、
その性格は、工場法等の労働法規の円満な
施行、労働安全衛生の改善、労働者福利の
増進等を目的とした工場及び鉱山に関する
事業主団体の全国組織として、労働行政を
所管する内務省社会局を補佐するものであ
り、事務所は社会局内に置かれていた 26。
その後、産業福利協会は昭和 4 年 2 月に財
団法人となり、昭和 11年に解散した。産業
福利協会の理事は、社会局職員から構成さ
れ、社会局長官を会長、社会局労働部長を
理事長としており、これはその後財団法人
化して理事の一部に民間人を起用するよう
になっても変わることはなかった 27。 
産業福利協会の事業は、月刊誌『産業福

利』や安全衛生関係図書の刊行や災害豫防
及び衛生に関するポスター、パンフレット
類の配布、安全週間・衛生週間の実施、安
全委員会の奨励指導等であったが、財政面
においては会費等を主体としながらも例え
ば昭和 2 年度において歳入 5.7 万円中国庫
補助 2 万円、財団法人化後の昭和 10 年度に
おいて歳入6.1万円中国庫補助1.1万円であ
り、国の援助が行われたことが分かる 28。 
財団法人産業福利協会は、昭和 11 年に協

調会に吸収され、その事業は協調会産業福
利部に受け継がれ、昭和 16 年 4月、協調会
産業福利部は汽罐協会等とともに大日本産
業報国会に統合されることとなる（ただし
協調会の本体は、大日本産業報国会に統合
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されず存続した。）23,29,30。 
1.6.2 戦後の状況 
昭和 20 年 11 月 1 日、工場法戦時特例が

廃止された 31。 
戦後、労働者の福祉のための国の援助と

しては、都道府県労働基準局等を介した労
務用物資（作業用必需品、食料及び嗜好品）
の配給 32が行われたこともあった。  
労務法制審議会は、昭和 21 年 12 月 24

日の最終総会において労働基準法草案の答
申案を決定し、同案はその後立法技術上の
見地から 12 の点について修正が加えられ
た外そのまま帝国議会で成立をみたが、そ
の最終総会において、休業手当と罰則適用
について次の附帯決議が附けられた 33。 
一、現下におけるわが國產業の實情にかん
がみ、政府は、勞働者又は使用者のいづ
れの責にも歸すべからざる事由による休
業に對して勞働者の生活を保障するごと
く施策を講ぜられ度い。 

二、この法律の違反事件については監督官
による戒告、起訴猶豫、その他刑事政策
上の考慮をはらひ、みだりに初犯者に體
刑を科し、法の運用を苛酷ならしめるこ
となきを期せられたい。 
この附帯決議の一は、政府による労働者

の生活援助が求めるものであり、二は、使
用者に対する指導・助言の必要性を示した
ものと考えることができるだろう。 
また、昭和 22 年 3 月 27 日の第 92 回帝

国議会貴族院本会議で労働基準法案が可決
成立した際、次の希望決議がなされた。 
希望決議 
政府は本法の施行に當り左の諸點に留意

せられむことを望む 
一、本法の施行期日を定むるに當りては

經濟、勞働の實状、特に本法運營の爲多く
の施設準備を要すべき事情に鑑み、十分の
餘裕を存するやう篤と考慮すること 
二、本法施行の爲の命令規則の制定に當

りては、經濟、勞働に知識經驗ある委員に
諮問して之を行ふこと 
三、本法の運營に當りては徒らに取締乃

至處罰を旨とすること無く、指導斡旋に努
め且つ此の方針を行政の末端に徹底せしむ
ること 
四、本法の施行と竝行して社會保險及び

公的醫療機關の整備充實を圖ること 
この希望決議の三からは、労働基準法の

実施に際し、政府には厳正な制裁のみなら
ず指導斡旋が強く求められていたことがう
かがえる。 

 
労働基準法に国の援助義務が初めて明記

されたのは、労働基準法の一部を改正する
法律（昭和 27 年 7月 31日法律第 287 号）
により雑則の筆頭に新設された第 105 条の
2 で、同条は同年 9月 1日に施行された。 
労働基準法（昭和二十二年四月七日法律第
四十九号） 

第十二章 雑則 
（国の援助義務） 
第百五條の二 労働大臣又は都道府県労働
基準局長は、この法律の目的を達成する
ために、労働者及び使用者に対して資料
の提供その他必要な援助をしなければな
らない。 
労働基準法には目的規定はないが、この

条文における「この法律の目的」とは、労
働基準法第 1 条の趣旨から、労働者に人た
るに値する生活 34を保障する労働条件の最
低基準を確保し、さらに労働条件を向上さ
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せることと解される 35。この「資料の提供」
にはパンフレット、リーフレット等の提供
が含まれ、「必要な援助」には、助言、勧
告等のほか、福利施設、住宅等に対する財
政的援助等が含まれる 36。 
当時は労働基準法で労働安全衛生に関す

る事項が定められていたことから、これら
には労働安全衛生に関するものも含まれて
いた。 
この改正は、昭和 26年の政令諮問委員会

の後、同年 9 月 11 日労働省発基第 74 号を
もって労働大臣から諮問を受けた中央労働
基準審議会が、昭和 27 年 3 月 15 日にした
答申及び建議に基づいてなされたものであ
る。 
この諮問は、「労働基準法及びこれに基

く諸規則は独立国家として我が国が国際社
会に復帰するに際し、再検討を加える必要
があると認められる。如何なる点を改正す
べきか。貴会の意見を問う。」という包括
的なものであり、これに対して中央労働基
準審議会は多岐に亘る事項を審議し、答申
では次のとおり国の援助義務についても提
案するに至った 37。 
労働基準法の改正に関する答申並びに建議 
四、問題点の審議経過は、次の通りである。 
Ａ 労使公益三者の意見の一致したもの 
ａ 法律改正に関するもの 
㈨ 労働基準法中に、国は、労働者の
福祉の向上によつて労働能率を増進
するために資料の提供その他必要な
援助をなさなければならない旨の規
定を設けること。 

 

これは、日本労働組合総評議会から「福
利厚生施設に関し労働基準法中に使用者に
対して必要な措置を講ずる義務を課すると

ともに、国もこれに対して援助協力すべき
こと」として、また日本リクリエーション
協会から「事業場におけるリクリエーシヨ
ン施設の最低基準を法的に定めること」と
して提案されたものに対し、使用者側が使
用者による義務を時期尚早として反対した
結果、国の援助義務だけが答申としてまと
められたものである 37。 
この答申中「労働者の福祉の向上によつ

て労働能率を増進するために」の部分は、
法案の段階で「この法律の目的を達成する
ために」とされた。「この法律の目的」の
意義については上述のとおりである。 
その後、けい肺及び外傷性せき髄障害に

関する特別保護法（昭和 30 年 7 月 29 日法
律第 91 号）やその後身であるじん肺法（昭
和 35 年 3 月 31 日法律第 30 号）において
も政府の援助規定が設けられた。 
1.6.3 沖縄法令 
戦後、アメリカ合衆国の統治下にあった

沖縄では、昭和 28 年 9月 1 日に労働基準法
（1953 年立法第 44 号）が公布され、同年
10 月 1 日から施行されたが、この際、本土
の労働基準法と同様、雑則の筆頭に次のと
おり政府の援助義務が定められた 38。 
労働基準法（一九五三年九月一日立法第四
十四号） 
（政府の援助義務） 

第百三条 行政主席は、この立法の目的を
達成するために、労働者及び使用者に対
して資料の提供その必要な援助をしなけ
ればならない。 
沖縄は、労働安全衛生法公布目前の昭和

47 年 5 月 15 日に本土に復帰し、本土の法
令が適用されるようになった。 
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1.6.4 労働安全衛生法以後 
労働安全衛生法の制定にあたり、労働安

全衛生法においても、第 63 条、第 71 条、
本条及び第 107 条で国又は厚生労働大臣を
主語とする援助規定が設けられた。 
労働基準法第 105 条の 2 の労働者に対す

る援助規定は本法第 107 条に、使用者に対
する援助規定は事業者に対するそれとして
本条に規定された。 
本法制定当初の本条の規定は次のとおり

であった。 
（国の援助） 

第百六条 国は、第六十三条及び第七十一
条に定めるもののほか、労働災害の防止
に資するため、事業者が行なう安全衛生
施設の整備、安全衛生改善計画の実施そ
の他の活動について、金融上の措置、技
術上の助言その他必要な援助を行なうよ
うに努めるものとする。 

２ 国は、前項の援助を行なうに当たつて
は、中小企業者に対し、特別の配慮をす
るものとする。 
本条については、その後、1.4節に示した

特別の事項に関する援助規定の追加に伴っ
て所要の改正が行われたほか、労働安全衛
生法の一部を改正する法律（平成 26 年 6月
25 日法律第 82 号）による特別安全衛生改
善計画指示制度の創設により、「安全衛生
改善計画」が「特別安全衛生改善計画又は
安全衛生改善計画」に改められた。 
ちなみに、労働安全衛生法及びじん肺法

の一部を改正する法律（昭和 52 年 7 月 1
日法律第 76号）の「第百六条中「国は」の
下に「、第五十七条の四」を加え、「行な
う」を「行う」に改める。」との規定によ
り、第一項のみならず第二項まで「２ 国

は、第五十七条の四、前項の援助を行なう
に当たつては、中小企業者に対し、特別の
配慮をするものとする。」と改正されてし
まったが、これは労働安全衛生法の一部を
改正する法律（昭和 55 年 6 月 2 日法律第
78 号）により「第百六条第二項中「、第五
十七条の四」を削る。」と修正済である。 
本条を改正した法律は、次のとおりであ

る。 
 労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改
正する法律（昭和 52 年法律第 76 号） 
 労働安全衛生法の一部を改正する法律
（昭和 55 年法律第 78 号） 
 労働安全衛生法及び労働災害防止団体法
の一部を改正する法律（平成 4 年法律第
55 号） 
 労働安全衛生法の一部を改正する法律
（平成 8年法律第 89 号） 
 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一
部を改正する法律（平成 11 年法律第 45
号） 
 労働安全衛生法等の一部を改正する法律
（平成 17 年法律第 108 号） 
 労働安全衛生法の一部を改正する法律
（平成 26 年法律第 82 号） 

1.7 運用 
国の援助規定は、1.2 節、1.3.2節及び 1.4

節で述べたように、本条に限らず第 107 条
を始め本法及び他の法令中に数多く存在す
るが、一つの援助措置又は援助事業がこの
うち本条の規定だけに係るものとは限らな
いことも多い。 
したがって、以下ここで挙げる援助の事

例が、当然、他の条文や法令に係るもので
あることもあるが、これについては以下、
特に必要と思われた場合以外には逐一附記
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しないこととする。 
1.7.1 労働基準監督機関による助言等 
本条を初めとする国の援助規定は、労働

基準監督機関が事業者に対して助言等の根
拠にもなっている。労働基準監督官が法令
の取締りだけに止まるのではなく、使用者
その他の関係者に対して資料の提供、助言
等の援助をすべきであるということは、旧
労働省労働基準局が昭和 25 年に定めた「労
働基準監督官執務規範」39,40等でも示されて
きた。 
近年では、政府の働き方改革政策に関連

して策定された労働基準監督官行動規範
（平成 31 年 1月公表）においても、労働安
全衛生法を含む労働基準の確保のため、監
督指導等においては事業主等に法令等を分
かりやすく説明すること等が表明されてい
る 41。 
労働基準監督官、産業安全専門官等が行

う技術上の助言の方法としては、口頭によ
るもの、安全衛生指導書又は指導票に記載
して交付するものなどがあるほか、その他
資料の提供があるが、資料の提供について
は本法第 107 条の解説中（2.6.2節）で述べ
ることとする。 
1.7.2 労働者災害補償保険事業（社会復帰

促進等事業） 
労働基準監督機関による助言等以外の援

助については、現在、その多くが労働者災
害補償保険事業のうちの社会復帰促進等事
業（労働者災害補償保険法第 29 条）の一環
として実施されているが、現行事業を表 7
に示した。 
この事業については、別途 1.8 節で述べ

ることとする。 

1.7.3 労働災害防止計画との関係 
国の援助については、本法第 2 章の規定

に基づく労働災害防止計画で謳われること
がある。例えば、第 13 次労働災害防止計画
においては、「構造規格等の改正時には、
経過措置により、既存の機械等への最新基
準の適用が猶予されることが多いが、これ
らの更新を促進するための支援措置等につ
いて検討する。」（既存不適合機械等更新
支援補助金事業（1.7.4.4 節）を指すもの。）
「第三次産業の事業場が実効ある取組を行
えるようにするため、労働安全コンサルタ
ント、労働衛生コンサルタント等の専門家
を活用できるよう支援する。」等をはじめ、
援助に関する記述が複数箇所に認められる。 
1.7.4 主な援助事業 
以下、既に廃止されたものも含め、国に

よるいくつかの主要な援助等について援助
の類型毎に述べることとする。 
1.7.4.1 安全指導員制度及び労災防止指導

員制度（廃止済） 
昭和 33 年秋に開催された政府の有識者

会議である臨時産業災害防止懇談会（会長
三村起一氏）42が政府に具申した意見書の中
に、中小企業災害防止対策として「産業安
全に関する知識、経験を有する者を政府に
おいて安全指導員に委嘱し、中小企業の事
情に通暁している者の参加をえて、業種別
または企業系列別に安全指導班を編成し、
これを中軸として自主的、安全管理を促進
し、安全管理水準の向上をはかる。」とい
う意見が含まれていた。当時の労働省はこ
れを受けて、安全指導員規程（昭和 34 年労
働省訓令第 2 号）（資料 1）を制定し、全
国の都道府県労働基準局に安全指導員を置
いた。安全指導員の職務は、同訓令第 3 条
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によれば「中小規模事業場等における安全
管理についての指導に関する事務」であっ
たが、具体的には①安全管理一般、②研究
発表、③災害事例の検討会（安全指導員に
よる検討会）、④災害事例に対する対策、
⑤安全器具（安全保護具を含む）に対する
取り扱い及び知識の普及、⑥集団事業場の
パトロールなどであり、中小企業向けの集
団指導のほか、個々の事業場でも要請があ
れば無料で指導員が派遣されていた（資料
2）。 
安全指導員制度は、労災防止指導員規程

（昭和 40 年労働省訓令第 10 号）（資料 3）
の制定により、労災防止指導員制度に改め
られた。労災防止指導員の職務は、同訓令
第 3 条で「中小規模事業場等における安全
管理及び衛生管理についての指導に関する
事務」と定められ、従来の「安全管理」に
「衛生管理」が加わった。後年、厚生労働
省の設置と同時に労災防止指導員規程（平
成 13年 1月 6 日厚生労働省訓第 41 号）が
制定され、即日施行されたが、これは旧訓
令とほぼ同一の内容であった。 
労災防止指導員の活動実績についての詳

細な統計は不見当であるが、昭和 53年度の
活動実績は 35187 事業場であったとの政府
答弁がある 43。 
労災防止指導員制度は、制度の発足以来

40 年以上に亘って実施されていたが、平成
22年のいわゆる省内事業仕分けにより廃止
が提言され 44、労災防止指導員規程を廃止
する訓令（平成 23 年 3月 31 日厚生労働省
訓第 12 号）により平成 23 年 4月 1日に廃
止され 45、任期途中の労災防止指導員も平
成 23年 3月 31日を以て解職された。 
この労災防止指導員制度は、一定の効果

を上げたものであるが、本研究協力者が複
数の関係者に聴取したところ、その末期に
おける次のようなメリット及デメリットが
挙げられた。 
メ
リ
ッ
ト 

行政職員に比べて実際の産業現場に
根ざした経験や技術をもった指導員が
多く、特に、企業組織に各種の安全衛
生対策を定着させるための技術に長け
ていた。 
また、労災防止指導員自身の技術的

向上や労災防止指導員を輩出する企業
における安全衛生への取組のモチベー
ションが向上するという効果もあっ
た。 

デ
メ
リ
ッ
ト 

労災防止指導員は民間営利企業に所
属する一従業員でもあることから、社
外秘の技術や経験の流出を懸念し、労
災防止指導員が事業場への立ち入るこ
とを嫌がる企業も少なくなかった。 
労災防止指導員は本来単独で事業場

を訪問することができたが、労災防止
指導員と指導を受ける企業との間のト
ラブル防止のため都道府県労働局や労
働基準監督署の技官や監督官が随行す
ることも多く、業務量の負担増となる
ことがあった。 
また、同じくトラブル防止のため、

特に深刻な問題がある中小事業場には
かえって労災防止指導員を派遣しづら
いという事情があった。 

労災防止指導員制度の廃止に伴い、その
代替措置として、都道府県労働局安全衛生
労使専門家会議が設置された 46。しかし、
同会議は、都道府県労働局が年 2 回程度、
安全衛生実務に係る専門家である委員を招
集して安全衛生に関する意見を聴取し、こ
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れを都道府県労働局毎の安全衛生行政の運
営方針等に反映するものであり、個別事業
場に対する現地指導を主としていた労災防
止指導員制度とは性格を大きく異にするも
のであるといえるだろう。 
労災防止指導員等の制度は、国が事業者

に行う助言・援助措置という側面だけで論
じ切れるものではなく、様々な可能性を有
している。例えば、地域の民間安全技術者
が労働基準監督業務に参加し、様々な事業
場の実態を見聞し、指導や法令運用の経験
を積むことで専門性を高め、再び民間に戻
って自社の安全衛生管理に活かし、又は労
働安全コンサルタント等として一層活躍す
るという可能性もあるし、あるいは労働基
準監督官等に比べて高度な安全衛生実務の
経験を有する民間安全技術者が行政監督に
参加することにより行政監督の水準を引き
揚げ、労働基準監督官等がこれに学ぶ効果
も期待できる。後者についていえば、日本
の労働基準監督官採用試験は受験資格とし
て年齢の上限を約30歳 47に設定しているた
め、採用後の訓練で一定の専門知識を与え
ることはできても、安全衛生実務（例えば、
是正・改善の実施手法に関すること）の経
験は十分とは言えない者が多いと思われる。
英国では、安全衛生に係る監督官（検査官）
が民間のベテランから任用され、その専門
性について評価が高いとされていることか
らも 48、労災防止指導員等の制度は再検討
する価値があると思われる。 
1.7.4.2 減税措置 
既に昭和 32 年 4 月 1 日から、汎用機械と

しての電気集塵機などが、租税特別措置法
に基づいて青色申告書を提出する個人及び
法人が新規購入後 3 年間 5 割増で減税償却

費を計算することができる重要機械等とさ
れていた 49。 
その後、租税特別措置法第十一条第一項

第二号に規定する機械その他の設備及びこ
れに係る期間を指定する件（昭和 36 年 7月
大蔵省告示第 215 号）の一部改正（昭和 41
年 3月 31 日大蔵省告示第 33 号）により「別
表第三 産業安全衛生設備」が新設され、
昭和 41 年 4 月 1 日施行された。同別表によ
れば、この時対象とされた機械等は、活線
作業用具の絶縁性能検査装置、有害ガス局
所排出処理装置（排気の無害化処理機能付）、
粉じん局所排出処理装置（集塵装置付）、
可搬式換気装置（有害ガス又は粉塵除去用）
及び再圧タンク（高気圧障害予防用）で、
いずれも昭和 41年 4月 1日から昭和 43年
9月 30日までに取得したものに限る時限的
な措置であった。 
しかし、その後も労働省が大蔵省と折衝

を続けた結果、産業安全衛生設備の減税措
置は少なくとも昭和 52 年度までは実施さ
れていたが 50、現在は実施されていないよ
うである。 
このほか、減価償却資産の耐用年数等に

関する省令の一部を改正する省令（昭和 47
年 6月 6 日大蔵省令第 52号）により、健康
診断用機器（自動血液分析器）の耐用年数
が短縮される等の減税措置が行われていた。
これは本法施行前に開始された措置である
が、本法施行後は本法第 71 条の規定に基づ
く措置であると解される。 
現在では、租税特別措置法第 42 条の 12

の 4 の規定に基づく中小企業者等が取得を
した働き方改革に資する減価償却資産の中
小企業経営強化税制において、対象となる
減価償却資産に冷暖房設備等が掲げられて
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おり、これが本条の規定を根拠とするもの
か不明であるが、当該制度の対象施設の中
には労働災害の防止に資する施設も含まれ
るだろう 51。 
1.7.4.3 融資（廃止済） 
1.7.4.3.1 政策金融機関による融資（廃止済） 
戦後、国民金融公庫（昭和 24 年 6 月設立）

や中小企業金融公庫（昭和 28年 8月設立）
により中小企業の設備近代化のための融資
が行われていたが、その後特定の政策目的
に沿った重点的融資が行われるようになり、
その中で産業安全衛生に係る融資制度も創
設された。 
国民金融公庫は、昭和 36年 5月の閣議決

定「鉱山保安の確保等産業災害の防止に関
する対策の推進について」に基づき、同年
9 月、産業安全施設等整備資金貸付（略称 
産業安全貸付）を発足させた。これは当初、
2 年間の時限的な制度であったが、昭和 41
年度労働災害防止実施計画に関する公示
（昭和 41 年 2月 2日労働省）に「機械、装
置等作業環境の欠陥による労働災害を防止
するため、監督指導の強化と相いまつて、
安全衛生施設にかかる融資制度並びに所得
税、法人税、及び固定資産税についての税
制特別措置の活用を図る等作業環境の整備
を飛躍的に促進するものとする。」と謳わ
れたことに伴い、昭和 41年度からは資金使
途に産業衛生施設取得資金が加えられる等
内容が拡充されるとともに制度が恒久化さ
れた 52。この制度は昭和 45年 9月に資金使
途に産業公害防止施設の取得資金を追加し
て産業安全衛生・公害防止施設等整備資金
貸付（略称＝安全公害貸付）に改組され、
昭和47年6月に産業安全衛生施設等整備資
金貸付（略称＝安全貸付）と産業公害防止

施設等整備資金貸付（略称 公害貸付）に
制度が分離された 53。 
中小企業金融公庫でも、前同閣議決定に

基づき、昭和 36 年、産業災害防止施設貸付
を創設した。この制度は、中小企業におけ
る各種産業災害を防止するために必要とな
る施設整備資金を貸し付け、中小企業の産
業安全の確保を図ることを目的とするもの
で、産業安全施設等貸付（昭和 36 年 9 月発
足，昭和 41年度から産業安全衛生施設等貸
付に拡充）、金属鉱山保安施設貸付及び石
炭鉱山保安施設貸付（ともに昭和 36 年 12
月発足）の 3 つからなっており、当初は 2
年間の時限的な制度であった 54。 
中小企業金融公庫を例にとって産業安全

施設等貸付（昭和 36 年 9月）の条件を見る
と、貸付対象は、火薬取締法の対象となる
製造業者、販売業者及び火薬類を消費する
事業者並びに労働基準法に規定する製造業
者、建設業者及び道路運送取扱業者（通運
業者を含む）であり、資金使途は火薬取締
法施行規則及び労働安全衛生規則に規定す
る産業安全施設の取得・改造に必要な資金
とされていた 54。 
昭和 41 年度には、労働者の衛生・作業環

境改善の必要性等から、資金使途に産業衛
生施設取得資金が加わり産業安全衛生施設
等貸付に改称するとともに、従前は 2 年の
時限的措置であったこの資金貸付制度が恒
久化し、その後も貸付対象が拡充された 55。 
中小企業金融公庫編（1984 年）『中小企

業金融公庫三十年史』に掲載された昭和 57
年度までの貸付額を表に纏めると次のとお
りである。 

中小企業金融公庫による 
産業安全施設等貸付（昭和 41 年度以降は産
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業安全衛生施設等貸付）の貸付状況 
年度 件数 金額（百万円） 
昭和 36 年度 85 205 
昭和 37 年度 187 448 
昭和 38 年度 183 545 
昭和 39 年度 168 569 
昭和 40 年度 163 679 
昭和 41 年度 303 1,148 
昭和 42 年度 390 1,423 
昭和 43 年度 392 1,515 
昭和 44 年度 463 1,896 
昭和 45 年度 433 1,887 
昭和 46 年度 （以下データ無し） 1,856 
昭和 47 年度  1,843 
昭和 48 年度  3,734 
昭和 49 年度  4,521 
昭和 50 年度  5,010 
昭和 51 年度  8,082 
昭和 52 年度  10,003 
昭和 53 年度  16,846 
昭和 54 年度  15,378 
昭和 55 年度  11,801 
昭和 56 年度  12,318 
昭和 57 年度  11,509 
（その他詳細未了） 
これらの融資制度は、その後廃止され、

現在は実施されていない。 
1.7.4.3.2 労働安全衛生融資（廃止済） 
本法制定に伴い、附則第 15 条で労働福祉

事業団法が改正され、労働福祉事業団法第
1 条（目的）中に「労働災害の防止に資す
るため必要な資金の融通を行なうこと」が
追加されるとともに、第 19 条（業務の範囲）
に「事業者又は政令で定める者が労働災害
の防止及び労働者の健康の保持のため必要

とする政令で定める資金の貸付けを行なう
こと。」が追加され、また、第 19 条の 2（金
融機関に対する業務の委託等）が新設され
た。 
これにより、昭和 47 年 7月に労働安全衛

生融資制度が発足し、当初は職場環境改善
資金及び健康診断機関等整備促進資金の 2
つの融資制度によりスタートし、昭和 54年
度からは建設工事安全機材資金が加わり、
長年に亘り運営されていた。しかし、平成
13 年の特殊法人等整理合理化計画により、
同年を以て新規融資が廃止されることとな
り 76、独立行政法人化に際し融資業務は引
き継がれず、独立行政法人労働者健康福祉
機構法の施行及び労働福祉事業団法の廃止
により、融資事業に関する規定は消え、独
立行政法人労働者健康福祉機構（平成 28年
4 月 1 日に独立行政法人労働者健康安全機
構に改組）は融資事業を行っていない（そ
の後は債権管理回収業務のみ存続）。 
1.7.4.4 補助金・助成金 
本条の規定に基づくもの（同時に他の条

項の規定にも基づくものも含む。）と思わ
れる助成金としては、廃止されたものとし
ては、平成 7 年度から平成 12 年度頃まで行
われていた中小企業安全衛生活動促進事業
助成制度 56,57のうちの中小企業集団安全衛
生活動促進事業、平成 11 年度から平成 24
年度まで（新規申込は平成 22 年度まで）行
われていた小規模事業場等団体安全衛生活

動援助事業（たんぽぽ計画
プ ラ ン

）58,59、平成 13
年度から平成 21 年度まで行われていた職
場改善用機器等整備事業 60,61等があった。 
近年実施されているものとしては、既存

不適合機械等更新支援補助金 62（表 7の 33
の項）がある。これは、中小企業における
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胴ベルト型安全帯のフルハーネス型墜落制
止用器具への買い換え（正確に言えば、旧
規格による安全帯を新規格による墜落制止
用器具に買い換えること）及びつり上げ荷
重 3 トン未満の移動式クレーンで過負荷防
止装置（荷重計でないもの）の装備の促進
を行うもので、その費用の一部を補助する
ものである。これらの機械等は、構造規格
の改正 63により、新構造規格に適合しなく
なったもので、法令の経過措置により新構
造規格に適合するものとみなされ、法的に
は使用することができるものについて、労
働災害の防止のため、新構造規格による製
品へ買い換え又は改修を促進するものであ
る。 
補助金については、中小企業安全衛生活

動促進事業助成制度のうちの特殊健康診断
用機器等整備事業や、労働者健康保持増進
事業助成制度等など、第 71 条の規定に基づ
くものも多い。 
1.8 労働者災害補償保険事業（社会復帰促

進等事業） 
1.8.1 概要 
この節では、本条の規定による事業に限

定しないで記述する。 
労働基準監督機関による助言等以外の援

助については、現在、その多くが労働者災
害補償保険事業のうちの社会復帰促進等事
業（労働者災害補償保険法第 29 条）の一環
として実施されている。その現行事業を、
表 7に示した。 
社会復帰促進等事業は次のとおり、3 個

に区分されている。 
社会復帰促進等
事業 

社会復帰促進事業 
被災労働者等援護事業 
安全衛生確保等事業 

安全衛生確保等事業は「業務災害の防止
に関する活動に対する援助、健康診断に関
する施設の設置及び運営その他労働者の安
全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施
の確保並びに賃金の支払の確保を図るため
に必要な事業」（同条第 1 項第 3 号）と定
められており、本条の規定に基づく事業は、
このうち「業務災害の防止に関する活動に
対する援助その他労働者の安全及び衛生の
確保を図るために必要な事業」の一部をな
すと考えられる。なお、「健康診断に関す
る施設の設置及び運営」は本法第 71 条の規
定に基づく各種事業、「賃金の支払の確保」
は賃金の支払の確保等に関する法律第 7 条
に規定する未払賃金立替払事業がこれに当
たるだろう。 
1.8.2 沿革及び行財政改革 
終戦時点において、労働者災害扶助責任

保険は健康保険、国民健康保険とともに厚
生省保険局が所管していた 6465。 
労働者災害補償保険法（昭和 22 年 4 月 7

日法律第 50 号）は、労働基準法の一部及び
労働省設置法（昭和 22 年 8 月 31 日法律第
97 号）とともに昭和 22 年 9 月 1 日に施行
されたが 66、労働省設置に際して労働者災
害補償保険に関する事務の所掌を厚生省保
険局に残すか新労働省労働基準局に移すか
が問題になった 67,68。 
当時の厚生省労働基準局監督課長だった

寺本廣作 69の回顧によると、厚生大臣室に
おいて厚生大臣一松定吉の前で、新労働省
側代表の寺本廣作が厚生省側代表の厚生省
保険局庶務課長高田浩運及び同保険課長友
納武人と討論を行い、厚生省側が「新憲法
第 25 条第 2 項には、国は社会保障の向上充
実に務めなければならないという義務を負
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っている。労災保険であれ、失業保険であ
れ、社会保険といわれるものは、保険局に
一元化してこれを取扱うのでなければ、社
会保障の充実は期待できない」と主張し、
なお細目として、徴収、給付等の一元化に
よる事務費の軽減や、業務上外の解釈の統
一等を挙げたのに対し、新労働省側は「今
まで業務上の損害賠償を健康保険や年金保
険で取り扱っているが、完全賠償からはほ
ど遠いものだ。とても今の社会保険に代行
させていては、労働者の損害賠償を完全に
履行することはできない。その上、労災保
険というものは、労働災害の後始末をする
ものだ。労働災害の予防をする役所に後始
末もさせるというのでなければ予防の効果
は上がらん。予防から後始末まで一貫して
同じ役所で扱うということこそ、初めてこ
の労働行政の能率をあげ、効果をあげるこ
とができるのだ」と主張し、この討論の結
果として新労働省への労働者災害補償保険
の移管が決まったという 70。当時厚生省労
働基準局監督課員だった松本岩吉は、新労
働省への移管を主張する新労働省側の考え
を纏めたものを著書に掲載しており、労働
者災害補償保険に関する当時の監督課の考
え方がそこに表現されていることから、資
料 4として掲載する。 
厚生省大臣官房総務課長として労働省の

設立準備委員となり、労働省の初代大臣官
房総務課長兼会計課長となった斎藤邦吉の
回顧によると、日本政府部内だけでなく
GHQ においても対立があったとのことで
ある 71。 
労働者災害補償保険法の制定・施行当初、

労働者災害補償保険事業は保険給付のほか
は業務災害に係る保険施設（同法旧第 23

条）のみを行うこととなっていたが、労働
災害防止団体等に関する法律（昭和 39 年 6
月 29 日法律第 118 号）附則第 6 条の規定
により改正され、「業務災害の予防に関し
必要な保険施設」も併せて行うこととされ
た（労働者災害補償保険法旧第 23条の 2）。 
昭和 50 年 12 月、中央労働基準審議会内

の労災保険基本問題懇談会は、労働者災害
補償保険事業について、労働災害の補償を
中心としつつ、労働安全衛生や労働条件の
確保を含む労働条件をめぐる使用者の責任
分野に関する総合的な保険制度へ発展させ
るよう建議した 72。これを受けて成立した
労働者災害補償保険法等の一部を改正する
法律（昭和 51 年 5 月 27 日法律第 32 号）
により、従来の「保険施設」は労働条件確
保事業（未払賃金立替払事業を含む）を含
む「労働福祉事業」に拡充された。なお、
労災勘定に占める労働福祉事業（特別支給
金の支給に関する事業を除く。）及び事務
執行のための費用については、従来行政内
部の慣行として設定されていたが、昭和 56
年度予算以降、当該費用が労災勘定に占め
る割合の上限が労働者災害補償保険法施行
規則第 43 条で規定されている 73。 
その後、行財政改革が進む中で事業縮小

へと流れが変わり、平成 12 年 12 月 1 日閣
議決定「行政改革大綱」74において特殊法人
等改革が示され、特殊法人等改革基本法（平
成 13 年法律第 58 号）75が制定された。同
法に基づき、労働福祉事業の相当部分を担
っていた労働福祉事業団も検討対象となり、
平成 13 年 12 月 18 日付け特殊法人等整理
合理化計画 76が策定され、これに基づき、
労働福祉事業団は平成 16年 4月 1日に独立
行政法人労働者健康福祉機構に改組され、
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労働安全衛生融資業務も廃止された（債権
管理回収業務は存続）。 
さらに、平成 17 年 12 月 24 日閣議決定

「行政改革の重要方針」77では「「小さくて
効率的な政府」を実現し、財政の健全化を
図るとともに、行政に対する信頼性の確保
を図る」と謳われ、同閣議決定及び簡素で
効率的な政府を実現するための行政改革の
推進に関する法律（平成 18 年 6月 2日法律
第 47 号）第 23 条で次のような見直し方針
が示された。 
簡素で効率的な政府を実現するための行政
改革の推進に関する法律（平成十八年法律
第四十七号） 
（労働保険特別会計に係る見直し） 

第二十三条 労働保険特別会計において経
理される事業は、労災保険法の規定によ
る保険給付に係る事業及び雇用保険法の
規定による失業等給付に係る事業に限る
ことを基本とし、労災保険法の規定によ
る労働福祉事業並びに雇用保険法の規定
による雇用安定事業、能力開発事業及び
雇用福祉事業については、廃止を含めた
見直しを行うものとする。 

２ 〈略〉 
これを受けて、平成 18年、使用者側委員

及び厚生労働省幹部による労働福祉事業の
見直し検討会 78が組織され、労働条件確保
事業を大幅に縮小して安全衛生確保事業と
統合し、統合後の事業では「保険給付事業
の健全な運営のために必要な事業（労災保
険給付の抑制に資する労働災害の防止、職
場環境の改善等の事業） 」のみを行うこと
とし（未払賃金立替払事業及び中小企業福
祉事業は継続検討）、労働福祉事業の名称
も変更することとされた 79。この検討結果

を基に労働政策審議会労働条件分科会労災
保険部会 80が審議を行い、この検討結果を
特に変更せず厚生労働大臣に建議した 81。 
この建議に基づき、雇用保険法等の一部

を改正する法律（平成 19年 4 月 23 日法律
第 30 号）により労働者災害補償保険法の労
働福祉事業が再編され、その名称は「社会
復帰促進等事業」に改められた。 

その後、民主党による政権交代後には見
直しの動きがさらに加速し、行政刷新会議
82ワーキンググループが行った平成 22 年
10 月 27 日の事業仕分け第 3 弾前半におい
ては 83、「社会復帰促進等事業は労働保険

、、、、

特別会計としては
、、、、、、、、

原則廃止」という評価結
果となった 84。しかし、これについては当
時の野党からの批判もあり 85、全部廃止や
一般会計への移行がなされた事実は確認で
きず、社会復帰促進等事業のうちの個別事
業毎の大幅な整理や廃止が行われるに止ま
ったものと思われる。 
このほか、社会復帰促進等事業ないし労

働者災害補償保険事業については、労働基
準局が主催する社会復帰促進等事業に関す
る検討会 86、行政監察 87等の機会で検討が
加えられてきた。 
1.8.3 災害保険と災害予防との関係 
行財政改革における労働者災害補償保険

事業の検討に際し、一部の委員から主張さ
れることが多いのが、受益と負担の関係を
限定的に捉える立場から、労災保険料財源
88の使途は被災労働者やその遺族のための
保険給付（や特別支給金）に限るべきだと
いう意見である。しかし、保険機関がその
保険財政を安定させるためには、災害の減
少又は増加の抑制が必要であり、安全衛生
対策の推進は保険機関としても有利である
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から、保険機関自らそれに寄与する措置を
行うことは決して不自然ではないという考
え方もあり 89、災害保険機関が災害予防事
業を行うべきことは、国際労働基準（1.5.2
節参照）でも謳われている。また、日本の
安全衛生分野では、古くから損害保険ジャ
パン株式会社（商号等に変遷あり 90）がボ
イラーの検査を行う例がある 91。（未了） 
1.8.4 「援助」概念と労働者災害補償保険

との関係 
本条ないし 1.3.2 節に列挙されている各

条その他じん肺法等の規定に基づく労働災
害防止のための国の援助に係る支出は、労
働保険特別会計の労災勘定によって賄われ
ている。 
国の労働災害防止事業は、労働者災害補

償保険法制定以降、同法の保険施設、のち
に労働福祉事業、さらに社会復帰促進等事
業と変遷する事業の一環として行われてき
ており（1.8.2 節参照）、会計上は、当初は
労働者災害補償保険特別会計、その後労働
保険特別会計の労災勘定と変遷したが一貫
して労災保険料を主な財源とする会計から
支出されてきており、本研究協力者の不十
分な調査の範囲においては、一般会計によ
る事業は不見当であった。また、近年では、
一般会計からの労災勘定への国庫補助は殆
ど無くなっている。 
ここで疑問が生じるのが、本稿において

は労働者災害補償保険事業における安全衛
生確保等事業を国の「援助」として記述し
ており、政府の資料においてもそのような
記載が認められるが 13、そもそも保険料を
財源として労働災害防止事業を行うことを、
国の「援助」と呼ぶことが妥当なのかとい
うことである。即ち、一般論として、災害

保険が災害防止事業を行うことは、その収
支の安定のためであるという見方（1.8.3節
参照）、あるいは、国の援助ではなく、事
業主の共同連帯による事業という見方も可
能である 92。（未了） 
1.9 本法が適用されない領域における事

情 
本法は、鉱山における保安については第

2 章を除き適用されず、船員については全
く適用されない。 
1.9.1 鉱山における保安 
鉱山保安法等に国の援助規定はないが、

経済産業省等においても技術上の助言、リ
ーフレットの配布等による指導援助が行わ
れていることは周知のとおりである 93。 

 

鉱山保安情報（平成 29年 6 月 16 日号）「回
転体は危ない！」 
なお、独立行政法人石油天然ガス・金属

鉱物資源機構により、金属鉱業等による鉱
害の防止に必要な資金の貸付けその他の鉱
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害防止支援事業が行われている 94。 
1.9.2 船員 
船員災害防止活動の促進に関する法律

（昭和 42 年法律第 61 号）では、第 1章（総
則）に次のとおり国の援助規定が置かれて
いる。 
船員災害防止活動の促進に関する法律（昭
和四十二年法律第六十一号） 
（国の援助等） 

第五条 国は、船舶所有者又は船舶所有者
の団体が船員災害の防止を図るために行
う活動について、財政上の措置、技術上
の助言、資料の提供その他必要な援助を
行うように努めるものとする。 

２ 国は、船員災害の防止に資する科学技
術の振興を図るため、研究開発の推進及
びその成果の普及その他必要な措置を講
ずるように努めるものとする。 

1.9.3 家内労働者 
家内労働法にも次のとおり家内労働者及

び委託者に対する援助規定がある。 
家内労働法（昭和四十五年法律第六十号） 
（援助） 

第二十五条 国又は地方公共団体は、家内
労働者及び委託者に対し、資料の提供、
技術の指導、施設に関する便宜の供与そ
の他この法律の目的を達成するために必
要な援助を行なうように努めなければな
らない。 

 本条の特徴として、国に加えて地方公共
団体もまた努力義務を負っていることが挙
げられる。これは、家内労働者の労働条件
向上のための施策が、地域住民の福祉対策
としての側面を有していることによるもの
であると説明されている 95。 
家内労働者については、国民金融公庫の

産業安全衛生施設等整備資金貸付（1.7.4.3.
1 節参照）53及び労働安全衛生融資制度（1.
7.4.3.2 節参照）の対象となっていた。 
1.9.4 一人親方等 
既存不適合機械等更新支援補助金事業で

は、労災保険に特別加入している個人事業
者も対象としている 96。 
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2 第 107条 
2.1 条文 
（厚生労働大臣の援助） 

第百七条 厚生労働大臣は、安全管理者、
衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進
者、産業医、コンサルタントその他労働
災害の防止のための業務に従事する者の
資質の向上を図り、及び労働者の労働災
害防止の思想を高めるため、資料の提供
その他必要な援助を行うように努めるも
のとする。 

2.2 趣旨 
本条は、厚生労働大臣が、安全管理者、

衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、
産業医、コンサルタントその他労働災害の
防止のための業務に従事する者の資質の向
上を図り、及び労働者の労働災害防止の思
想を高めるため、資料の提供その他必要な
援助を行うように努めるものとすることを
明確化したものである。 
第 106 条との主な相違点として、本条の

主語が国ではなく厚生労働大臣であること、
本条の対象が事業者ではなく労働災害の防
止のための業務に従事する者及び労働者で
あることが挙げられる。 
なお、国の援助義務に関する一般的事項

については、第 106 条の解説にまとめるこ
ととし、本条の解説では本条に特徴的な事
項について述べることとする。 
2.3 条文解釈 
2.3.1 「安全管理者…その他労働災害の

防止のための業務に従事する者」 
類似の表現として、第 99条の 2 に「総括

安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、
統括安全衛生責任者その他労働災害の防止
のための業務に従事する者（次項において

「労働災害防止業務従事者」という。）」
との表現があるが、本条との細かい異同は
明らかではない。しかし、同条は都道府県
労働局長が事業者に対し事業場の労働災害
防止業務従事者に講習を受けさせるよう指
示させる規定であるから、少なくとも、本
条が事業場に所属せず活動する例えば開業
コンサルタントも対象としうる点で趣旨を
異にすると考えられる。 
「その他労働災害の防止のための業務に

従事する者」には、総括安全衛生管理者、
産業医、産業保健師、産業歯科医師、作業
主任者、職長、統括安全衛生責任者、元方
安全衛生管理者、店社安全衛生管理者、安
全衛生責任者等は当然含まれるほか、その
他労働災害の防止のための業務に従事する
あらゆる自然人が含まれるであろう。 
2.3.2 「労働者」 
 従来、労働基準法第 105 条の 2 では「労
働者及び使用者に対して資料の提供その他
必要な援助をしなければならない。」と規
定されてきたが、本法では使用者について
名宛人を事業者に改めて第 106 条に、労働
者について本条にと分けて規定された。 
2.3.3 「…の資質の向上を図り…の労働

災害防止の思想を高めるため」 
1.3.3 節参照。 

2.3.4 「資料の提供その他必要な援助」 
「資料の提供」には、労働災害の発生状

況、有効な防止対策事例、諸外国における
労働災害防止対策の現況、各種の統計等を
示したリーフレット、パンフレット等の提
供が含まれる 97。 
「その他必要な援助」には、資料の提供

も伴うが、全国安全週間、全国労働衛生週
間等の行事の開催、後援等 97のほか、安全
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衛生教育センター、産業安全技術館（2.6.2
節参照）等の施設の設置（委託等を含む）
や助成が含まれるであろう。 
なお、これらの具体的な援助が、同時に

本条以外の国の援助関係規定に関する援助
にも該当することも少なくないと思われる。 
2.4 関係規定 
実際に労働災害が発生してしまった場合

には、国（都道府県労働局長）は、第 99 条
の 2 の規定により安全管理者等に対し、講
習を受けるよう直接指示することができる。 
（講習の指示） 

第九十九条の二 都道府県労働局長は、労
働災害が発生した場合において、その再
発を防止するため必要があると認めると
きは、当該労働災害に係る事業者に対し、
期間を定めて、当該労働災害が発生した
事業場の総括安全衛生管理者、安全管理
者、衛生管理者、統括安全衛生責任者そ
の他労働災害の防止のための業務に従事
する者（次項において「労働災害防止業
務従事者」という。）に都道府県労働局
長の指定する者が行う講習を受けさせる
よう指示することができる。 

２ 前項の規定による指示を受けた事業者
は、労働災害防止業務従事者に同項の講
習を受けさせなければならない。 

３ 前二項に定めるもののほか、講習の科
目その他第一項の講習について必要な事
項は、厚生労働省令で定める。 

2.5 沿革 
国の援助規定全般に係る沿革は 1.6 節に

示した。 
本法制定当初の本条の規定は次のとおり

であった。 
（労働大臣の援助） 

第百七条 労働大臣は、安全管理者、衛生
管理者、コンサルタントその他労働災害
の防止のための業務に従事する者の資質
の向上を図り、及び労働者の労働災害防
止の思想を高めるため、資料の提供その
他必要な援助を行なうように努めるもの
とする。 
その後、労働安全衛生法の一部を改正す

る法律（昭和 63 年 5月 17 日法律第 37号）
により安全衛生推進者及び衛生推進者に関
する規定が新設された際、同時に本条中「衛
生管理者」の下に「、安全衛生推進者、衛
生推進者」が加えられ、「行なう」が「行
う」に改められ、昭和 64 年 4月 1 日から施
行された。 
また、労働安全衛生法の一部を改正する

法律（平成 8年 6月 19 日法律第 92 号）で
産業医の専門性の確保等のための改正が行
われた際、本条中「衛生推進者」の下に「、
産業医」が加えられ、平成 8年 10 月 1 日か
ら施行された。 
中央省庁等改革関係法施行法（平成 11 年

12 月 22 日法律第 160 号）第 705 条の規定
により「労働大臣」が「厚生労働大臣」に
改められ、平成 13 年 1月 6 日から施行され
た。 
2.6 運用 
労働省労働基準局安全衛生部編『実務に

役立つ労働安全衛生法』（中央労働災害防
止協会，1993 年）によれば、全国安全週間、
全国労働衛生週間等の行事の推進、安全衛
生関係法令等に関する講習会や説明会の開
催等が本条に基づく援助であると解説され
ている 98。 
これらの行事等は、本条の規定だけに基

づくものとは限らないが、以下これらの行
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事等について便宜上本条の解説として記述
することとする。 
2.6.1 全国安全週間及び全国労働衛生週

間 
日本最初の安全週間は、大正 8 年 6月 15

日から 6月 21日まで、東京市とその隣接町
村において地域的なものとして実施された
（1.6.1 節参照）。その後、関西地区の工場
監督官らの発案をきっかけとして昭和 2 年
に 1道 3府 21県連合工場安全週間が実施さ
れ、昭和 3 年には全国工場監督主任官会議
の決定により全国統一の全国安全週間が初
めて開催された 99。 

 
昭和 3 年の第 1回全国安全週間のポスター 
昭和 25 年以降は、全国安全週間から分離

する形で全国労働衛生週間が実施されてい
る。 

 
昭和25年の第1回全国労働衛生週間のポス
ター 
2.6.2 産業安全技術館及び大阪産業安全

技術館 
広く一般への安全衛生に関する資料や設

備を提供する施設として、かつて、産業安
全技術館と大阪産業安全技術館が存在した。 
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労働省産業安全研究所『労働省産業安全研
究所 50 年の歩み』（平成 4 年）4～5 頁か
ら 
産業安全技術館は、産業安全参考館とし

て昭和 18 年に厚生省産業安全研究所の附
属施設として設立された。産業安全研究所
と産業安全参考館の設立は伊藤一郎ら民間
からの寄附と強い要望により設立されたも
のであった 100。 
産業安全参考館は、昭和 29 年に産業安全

博物館に改称され 101、その後、博物館法（昭
和 26 年法律第 285 号）第 29 条 102の規定に
基づき、昭和 30 年 12 月 28 日文部省告示
第 108 号により、国立産業安全博物館（東
京都港区芝田町）が、労働科学資料館（世
田谷区祖師ケ谷，私立）等とともに博物館
相当施設として指定された。 

昭和 36 年には、日立造船株式会社からの
寄附により、大阪市にも大阪産業安全博物
館が設立された。 
昭和 46 年、産業安全博物館と大阪産業安

全博物館はそれぞれ産業安全技術館と大阪
産業安全技術館に改称された。 
なお、その後、博物館の独立行政法人化

の流れの影響で、産業安全技術館は、平成
19 年 3 月時点で、国立で唯一の博物館相当
施設であった 103。 
民主党政権が成立すると、平成 22 年 5 月

21 日の行政刷新会議「事業仕分け第２弾」
（後半）で産業安全技術館及び大阪産業安
全技術館を含む中央労働災害防止協会によ
る安全衛生情報提供・相談等業務について
廃止と判定されたこと等を受け、これらは
平成 23 年 3 月 31 日をもって廃止された
104,105,106。 
2.6.3 リーフレット等 
厚生労働省は、法令改正等に関するリー

フレット、パンフレットをウェブサイトや
官署にて配布している。 
（未了） 
2.6.4 情報提供（博物館、リーフレット等

を除く） 
（未了） 
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3 第 108条 
3.1 条文 
（研究開発の推進等） 

第百八条 政府は、労働災害の防止に資す
る科学技術の振興を図るため、研究開発
の推進及びその成果の普及その他必要な
措置を講ずるように努めるものとする。 

3.2 趣旨 
本条は、政府は、労働災害の防止に資す

る科学技術の振興を図るため、研究開発の
推進及びその成果の普及その他必要な措置
を講ずるように努めるものとすることを定
めている。 
3.3 条文解釈 
3.3.1 「政府」 
「政府」の意義については、1.3.1節で述

べた。 
3.3.2 「研究開発の推進及びその成果の

普及」 
施設としては、独立行政法人労働者健康

安全機構の労働安全衛生総合研究所、産業
医学振興財団、学校法人産業医科大学など
がこれに該当する。 
なお、日本バイオアッセイ研究センター

（当初中央労働災害防止協会に運営を委託、
その後独立行政法人労働者健康安全機構に
移管）は、本条ではなく第 58 条の規定に基
づく事業である。 
また、警察庁科学警察研究所、消防庁消

防大学校消防研究センター、独立行政法人
製品評価技術基盤機構、独立行政法人国民
生活センターなど、他の行政分野で行われ
る研究開発が、労働災害の防止に資するこ
とは少なくない。 
3.4 関係規定 
じん肺法にも、政府による技術研究等に

ついての規定がある。 
じん肺法（昭和三十五年法律第三十号） 

第四章 政府の援助等 
（技術的援助等） 

第三十二条 政府は、事業者に対して、粉
じんの測定、粉じんの発散の防止及び抑
制、じん肺健康診断その他じん肺に関す
る予防及び健康管理に関し、必要な技術
的援助を行うように努めなければならな
い。 

２ 政府は、じん肺の予防に関する技術的
研究及び前項の技術的援助を行なうため
必要な施設の整備を図らなければならな
い。 

3.5 沿革 
本条の趣旨については、昭和 46 年 7 月

13日付け労働基準法研究会第 3小委員会報
告に既にうかがうことができる。 
昭和 46年 7月 13日付け労働基準法研究会
第 3小委員会報告別紙 
３ 安全衛生対策の現状と問題点 
㈩ むすび 
⑻ 国の監督指導および援助 
ホ 研究体制の整備充実 

技術の進展、労働環境等の変化に対
応する科学的労働災害防止対策を展開
するためその裏づけとなる研究体制の
整備充実をはかる必要があること。 

（未了） 
3.6 運用 
3.6.1 労働安全衛生総合研究所 
労働安全衛生総合研究所の沿革は次のと

おりである。 
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図 1 労働安全衛生総合研究所の沿革 

 

（労働安全衛生総合研究所紹介パンフレッ
ト 107から作成） 
（未了） 
3.6.2 公益財団法人産業医学振興財団 
（未了） 
3.6.3 学校法人産業医科大学 
（未了） 
3.6.4 厚生労働科学研究費補助金 
（未了） 
3.6.5 民間における研究 
（未了） 
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4 第 108条の 2 
4.1 条文 
（疫学的調査等） 

第百八条の二 厚生労働大臣は、労働者が
さらされる化学物質等又は労働者の従事
する作業と労働者の疾病との相関関係を
は握するため必要があると認めるとき
は、疫学的調査その他の調査（以下この
条において「疫学的調査等」という。）
を行うことができる。 

２ 厚生労働大臣は、疫学的調査等の実施
に関する事務の全部又は一部を、疫学的
調査等について専門的知識を有する者に
委託することができる。 

３ 厚生労働大臣又は前項の規定による委
託を受けた者は、疫学的調査等の実施に
関し必要があると認めるときは、事業者、
労働者その他の関係者に対し、質問し、
又は必要な報告若しくは書類の提出を求
めることができる。 

４ 第二項の規定により厚生労働大臣が委
託した疫学的調査等の実施の事務に従事
した者は、その実施に関して知り得た秘
密を漏らしてはならない。ただし、労働
者の健康障害を防止するためやむを得な
いときは、この限りでない。 

4.2 内容及び趣旨 
本条は、厚生労働大臣が、労働者がさら

される化学物質等又は労働者の従事する作
業と労働者の疾病との相関関係を把握する
ため必要があると認めるときに疫学的調査
その他の調査を行うことができる権限のほ
か、調査の実施に関する事務の全部又は一
部の外部委託、調査にあたっての質問、報
告徴収等の権限、調査の実施の事務に従事
した者の秘密保持義務について規定するも

のである。 
本条は、労働安全衛生法及びじん肺法の

一部を改正する法律（昭和 52年 7月 1 日法
律第 76 号）による本法改正（以下「昭和
52 年改正」という。）で化学物質調査制度
等とともに追加されたものであるが、その
趣旨は、施行通達により次のとおり説明さ
れている。 
発基第九号 
昭和五三年二月一〇日 
都道府県労働基準局長 殿 

労働事務次官 
労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正
する法律の施行について（労働安全衛生法
関係） 

記 
第一 労働安全衛生法の改正の経緯及び趣
旨 
労働安全衛生法の制定以来五年余が経

過したが、その間の労働災害の発生状況
をみると、全般的には毎年着実に減少の
一途をたどつてはいるものの、今なお、
相当数の労働災害の発生がみられてい
る。 
特に職業性疾病については、最近の新

しい原材料の採用等により、職業がん等
新しい型の疾病の発生がみられ、最近に
おいては、六価クロム、塩化ビニル等の
化学物質による重篤な職業性疾病が大き
な社会問題となつたところである。こう
した化学物質等による職業がん等の重篤
な職業性疾病の防止対策が、安全衛生行
政の重要な課題となつている。 
このような情勢を踏まえ、労働省では、

中央労働基準審議会の労働災害防止部会
における職業性疾病対策を重点とした労
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働安全衛生法の改正についての報告書を
受けて、同審議会に「労働安全衛生法の
一部を改正する法律案要綱」を諮問し、
その答申を受けて改正を行つたものであ
る。 

第二 労働安全衛生法の改正の内容 
七 疫学的調査等（第一〇八条の二関係） 

疫学的調査等は、がん原性等の疑いが
ある化学物質等又は労働者の従事する作
業と労働者の疾病との相関関係をは握す
るために行う調査である。 
この調査は、従来は法的な根拠をもた

ず、事業者の自主的な協力に依存して実
施してきたが、その重要性にかんがみ、
特に規定を設け、国として調査を行う姿
勢を明らかにしたものであること。 
この調査の結果は、労働者の疾病の原

因となることが明らかになつた化学物質
等又は作業に関連する有害な要因を除去
し、又は減少させる技術的な対策を講ず
るための基礎資料となるとともに、適正
かつ迅速な労災補償を行うための基礎資
料としても利用されるものであること。 

4.3 条文解釈 
4.3.1 「労働者がさらされる化学物質等」 
「化学物質」は本法第 2 条第 3 号の 2 で

「元素及び化合物をいう。」と定義されて
おり、化学物質の審査及び製造等の規制に
関する法律（昭和 48年法律第 117 号）で定
義されている「化学物質」の範囲が人為的
に合成したものに限られているのとは対照
的である。 
本法では、制定時には法律条文に「化学

物質」の語がなく、そのかわり「有害物」、
「残さい物」等（安全関係では「爆発性の
物」等）の語が使用されていたが、昭和 52

年改正により本条を含む化学物質関連規定
が追加され、上記の定義規定もその時に加
えられた。その時の施行通達 108を次に引用
する。 
基発第七七号 
昭和五三年二月一〇日 
都道府県労働基準局長 殿 

労働事務次官 
労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正
する法律及び労働安全衛生法施行令の一部
を改正する政令の施行について（抄） 

記 
Ⅰ 法律関係 
一 定義（第二条関係） 

第三号の二の「元素」及び「化合物」
は、以下のとおりとすること 
㈠ 「元素」とは、 

一種類の原子（同位体の区別は問わ
ない。）からなる物質のすべての状態
（励起状態、ラジカル等を含む。）を
いい、単体を含むものであること。 

㈡ 「化合物」とは、 
二種類以上の元素が互に化学結合力

によつて結合すること（化合）によつ
て生じた、原則として一定の組成を有
する物質をいうこと（安定な非結合ラ
ジカル（二、二ージフエニル―一―ピ
クリルヒドラジル、ジ―tert―プチルニ
トロキシド等）を含む。） 
なお、「化合物」とは通常単一の種

類の物質をいうが、ここでいう化合物
には、次の各号に掲げる物を含むもの
とすること。 
イ 主成分は一定の組成を有している
が、その主成分を製造する際に混入
した不純物、副生物等が混在してい
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るもの 
ロ 高分子化合物のごとく、単量体（モ
ノマー）は一定の組成を有している
が、厳密な意味では、その物の化学
構造が完全な同一性を有するとは限
らないもの 

ハ 一部の染料、コールタール状物質
等のごとく、製造する行為の結果、
複数の化合物の集合体として得ら
れ、個々の化学物質の同定が困難で
あるが、全体として均一な性状を有
し、個々の化学物質の分離精製を行
わないもの 
また、次の各号に掲げる物は、化合

物として取り扱わないものとするこ
と。 
イ 合金 
ロ 固有の使用形状を有するもの（合
成樹脂製の什器、板、管、捧、フイ
ルム等）及び混合物のうち、混合す
ることによつてのみ製品となるもの
であつて、当該製品が原則として最
終の用途に供される物（例‥顔料入
り合成樹脂塗料、印刷用インキ、写
真感光用乳剤） 

本条では「化学物質」ではなく「化学物
質等」となっているが、「等」については
定義されておらずその範囲は明確ではない。
しかし、「化学物質」は、例えば化学的組
成そのものに毒性はないが吸入すると健康
障害を引き起こす粉じん等を的確に指す語
ではないと思われるので、「等」とする必
要があったのではないかと考えられる。ま
た、「有害物」としてしまうと、これから
有害性を調査するのに予め「有害物」と言
うのはおかしいということになるだろう。 

このほか、「等」には含まれるものとし
て、黄りんマッチ、ベンゼンゴムのりなど
の化学品や有害な動植物等が含まれるだろ
う。「さらされる」という意味では本法第
22条に列挙されている放射線、高温、低温、
超音波、騒音、振動、異常気圧等といった
ものも考えられる。しかし、いずれにせよ、
あらゆる作業が次に来る「労働者の従事す
る作業」に含まれうることから、実務上、
厳密な解釈は不要であろう。 
4.3.2 「労働者の従事する作業」 
文字どおり、労働者が従事するあらゆる

作業が含まれるだろう。 
化学物質等にさらされる作業以外にも、

計器監視、精密工作等の作業や、重量物取
扱作業、介護作業、クレーム対応の作業、
無重力下の作業など色々なものが考えられ
る。 
また、長時間労働（長時間に亘る作業）

も含むと考えられるのではないだろうか。 
4.3.3 「疫学的調査」 
「疫学的調査」とは、一定の集団におけ

る特定の疫病の分布を多角的（人間の因子
（性、年齢、職業等）、場所（地理的）、
時間（年、月）等）に観察し、その結果を
基として、なぜそのような分布をするかと
いう理由（主としてその疫病の成立の原因）
を統計学的に解析して考究するための調査
をいい、コーホートスタディ、ケースコン
トロールスタディ等がこれに該当する 108。 
コーホートスタディとは、同種の職業又

は業務等に従事した労働者等のできる限り
幅広い集団を疫学的調査の対象集団（コー
ホート）として設定し、この集団に属する
労働者等の死因等の遡及調査又は将来にお
ける死因等の追跡調査を行い、その集団に
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属する労働者等の特定の死因に係る死亡率
等と一般人口におけるその死因に係る修正
死亡率とを統計的に比較解析すること等に
より特定の疾病の原因となる因子を解明し
ようとする疫学的研究手法をいう 108。 
ケースコントロールスタディとは、特定

の地域等における特定の疾病にり患した者
（ケース）と性、年齢等が等しい者を対照
として無作為的に選定し、当該疾病にり患
した者（ケース）及び無作為に選定した者
（コントロール）の従事した職業又は業務
等の履歴を調査して、そのケースの群とそ
のコントロールの群との間における特定の
職業又は業務等の出現頻度の差を推計学的
に検討し、その特定の疾病とその特定の職
業又は業務等との関連を解明しようとする
疫学的研究手法をいう 108。 
なお、労働大臣官房国際労働課編（1997

年）『改訂和英労働用語辞典』（日刊労働
通信社）109によると、「疫学的調査」の英
訳語としてepidemiological surveyの語を充
てている。 
なお、「疫学的調査」は一般に使用され

る「疫学調査」という用語と意味内容に相
違は無い 110。 
4.3.4 「その他の調査」 
「その他の調査」とは、特定の疾病（主

として特異的なもの）に罹患した者等につ
いて、その職業及び取扱い物質等並びにそ
の者等の病歴その他の医学的所見等を調査
し、その職業及び取扱い物質等がその特定
の疾病の成立の原因となっているかどうか
を、既に得られている科学的な知見に照ら
して考究するための調査をいい、ケースス
タディがこれに該当する 108。 
4.3.5 「事業者、労働者その他の関係者に

対し、質問し、又は必要な報告若し
くは書類の提出を求めることがで
きる」 

疫学的調査を実施するためには、事業者、
労働者その他の関係者から、作業工程、労
働者の作業歴、生死の別、死因等について
の資料を得る必要があることから、調査の
受託者を含め、質問等の権限を規定したも
のである 111。 
労働基準監督官、産業安全専門官等が行

う調査に対する拒否、妨害、忌避、虚偽陳
述等については罰則があるが、本条の調査
に対する妨害については、罰則は設けられ
ていない。ただし、この調査に従事する公
務員に対して暴行または脅迫を加えた者に
対しては公務執行妨害罪が適用される。ま
た委託の場合も調査従事者がみなし公務員
となり同罪が適用される場合もあると考え
られる。 
4.3.6 「その実施に関して知り得た秘密

を漏らしてはならない」 
調査の実施の事務に従事した者は個人の

死因等のプライバシーや企業のノウハウに
触れる可能性があるため、本条の調査制度
の円滑な運営を図ることをねらいとして守
秘義務が規定されたものであり、これに違
反した者は6月以下の懲役又は50万円以下
の罰金に処せられる。「従事した

、、
者
、
」であ

るから、調査終了後はもちろん退職後であ
っても守秘義務は免れないだろう。 
ここでは受託業者に限定して規定されて

いるが、国家公務員についてはもとより国
家公務員法第 100 条第 1 項で守秘義務が課
されており（退職後も同様）、これに違反
した場合は1年以下の懲役又は50万円以下
の罰金に処せられる。 
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なお、第 57 条の 4 第 5項及び第 57 条の
4 第 5 項では、化学物質の有害性の調査で
意見を求められた学識経験者について同様
に守秘義務が規定されている。 
ここで、どのようなものが「秘密」に該

当するかが問題となる。昭和 52 年改正が審
議され成立した第 80 回国会では、本条及び
第 57条の 4第 5項及び第 57条の 5第 5項
の守秘義務規定が、①企業の公害隠しや職
業病隠しに加担するものではないか、②科
学公開の原則に反しないか、③学識経験者
の自由な研究、良心の自由を制約すること
とはならないか等々の意見が出されたとこ
ろ（国会での審議経過については 4.7.3 節参
照）、参議院社会労働委員会において、「学
問上の論議をいたずらに制限したり、まし
てや職業病隠しという結果を招くこととな
らないよう」十分配慮が必要ではないかと
いう日本社会党議員の質問に対し、政府答
弁は、守秘義務規定が有害性の調査あるい
は疫学的調査等の制度の、円滑な運営を図
るために必要があるかどうかという観点か
ら判断されるべきとした上で、一般に「秘
密」かどうかの判断においては、その事実
を提供する者が「秘密」とする意見を有し
ているかどうかが一つの重要な要素であり、
それに加え、調査の責任を負う労働大臣（現
在では厚生労働大臣）が「秘密」とする意
思を有するかどうかを含めて判断すること
になると解している。また、委託の場合は
契約で「秘密」の範囲を明確化することに
よって、労働大臣がその意思を明らかにし、
原則としてそれ以外は「秘密」には該当し
ないものと考えるとしている 112。 
4.3.7 「ただし、労働者の健康障害を防止

するためやむを得ないときは、この

限りでない。」 
この但書は、国会に提出された原案の段

階では存在しなかったが、同法律案成立に
際し、参議院社会労働委員会の修正で加え
られた 113（国会での審議経過については
4.7.3 節参照）。 
原案に対する日本共産党等からの批判は、

「正当な理由がないのに」という文言がな
いということであったが、自由民主党議員
から提出され可決された修正案は結局「た
だし、労働者の健康障害を防止するためや
むを得ないときは、この限りでない。」と
いうより明確なものとなった。しかし、そ
の批判は、公害が問題化していた時代背景
もあり、守秘義務規定が「職業病隠し」と
ともに「公害隠し」に繋がるというもので
あった。結局は本法が労働法である趣旨も
あって「労働者の健康障害」という文言と
なったと思われるが、本条の疫学的調査等
が広く公害問題にも結びつくことを考えれ
ば、「労働者の健康障害」という限定的表
現が本当に妥当かどうかは議論の余地があ
ると考えられる。ただし、日本共産党議員
等の質問に対して政府委員桑原敬一労働省
労働基準局長が答弁したように、「正当な
理由」があれば違法性は阻却されると解さ
れることから、公害防止上やむを得ない場
合も正当な理由として守秘義務違反は成立
しないとも考えられる。しかしいずれにせ
よ法律上明文化した方が良いのではないだ
ろうか。 
4.4 罰則 
本条第 4項の規定に違反した者は、第 119

条の規定により6か月以下の懲役又は50万
円以下の罰金に処せられる。 
また、この場合、両罰規定（第 122 条）
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も適用されることから、その事務を受託し
た事業の業務主もまた罰金刑を受けること
となる。 
4.5 関係規定 
4.5.1 本条に関係する命令 
労働安全衛生規則第 98 条の 4 において、

厚生労働大臣は、疫学的調査等の結果を労
働政策審議会に報告することとしている。 
労働安全衛生規則（昭和四十七年九月三十
日労働省令第三十二号） 
（疫学的調査等の結果の労働政策審議会
への報告） 

第九十八条の四 厚生労働大臣は、法第百
八条の二第一項に基づき同項の疫学的調
査等を行つたときは、その結果について
当該疫学的調査等の終了後一年以内に労
働政策審議会に報告するものとする。 

（昭五四労令二・追加、平一二労令
七・旧第九十八条の二繰下、平一二
労令四一・一部改正、平三〇厚労令
一一二・旧第九十八条の三繰下） 

同条は、既に昭和 52 年 6月 9日の参議院
社会労働委員会において桑原敬一労働省労
働基準局長から「法第 108 条の 2第 1項の
規定により疫学的調査等を実施し、または
同条第 2 項の規定による委託を受けた者か
ら、当該委託に係る疫学的調査等の結果の
報告がありましたときは、1 年以内にその
結果を中央労働基準審議会に報告をいたし
たいと考えております」という答弁があり
114、また、同日の同委員会での附帯決議で
も「八、企業及び国が実施する有害性調査
または疫学的調査の結果等については、労
働大臣がそれを審査し、できる限り速やか
にその結果を中央労働基準審議会に報告す
るよう明定すること。」115とされたことか

ら規定されたものである。 
また、労働安全衛生規則等の一部を改正

する省令（平成 18 年 1月 5 日厚生労働省令
第 1 号）により、有害物ばく露作業報告の
義務が新設された。 
（有害物ばく露作業報告） 
第九十五条の六 事業者は、労働者に健康
障害を生ずるおそれのある物で厚生労働
大臣が定めるものを製造し、又は取り扱
う作業場において、労働者を当該物のガ
ス、蒸気又は粉じんにばく露するおそれ
のある作業に従事させたときは、厚生労
働大臣の定めるところにより、当該物の
ばく露の防止に関し必要な事項につい
て、様式第二十一号の七による報告書を
所轄労働基準監督署長に提出しなければ
ならない。 

4.5.2 他の規定 
本法において、化学物質等又は労働者が

従事する作業の有害性の調査に関する規定
には次のようなものがある（安全衛生管理
体制に関する規定を除く）。 
 調査主体 

事業者 国 
全ての要
因 

第 28 条の 2 第 93 条（産業安全専
門官等）、第 96 条の
2（労働者健康安全機
構）、第 108 条（政
府による研究開発）、
第 108 条の 2  

表示・通
知対象物 

第 57 条の 3  

化学物質 第 57 条の 4（新
規化学物質）、
第 57 条の 5（重
度の健康障害を
労働者に生ずる
おそれのある化
学物質） 

第 58条（国の援助等） 

4.6 国際労働基準 
日本は、がん原性物質及びがん原性因子
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による職業性障害の防止及び管理に関する
条約（第 139 号条約，第 59 回総会で 1974
年 6 月 24 日採択，1977年 7 月 26 日批准，
1978年 7 月 26 日国内効力発生）（略称 職
業がん条約）116,117を批准しているが、この
条約を補足するものとして、がん原性物質
及び因子による職業性障害の防止及び管理
に関する勧告（第 59 回総会で 1974 年 6 月
24 日採択）118が採択されており、次のとお
り、同勧告 16 の(1)において、権限のある
機関は、適当な場合には国際的及び国内的
な団体（使用者団体及び労働者団体を含
む。）の援助を得て疫学的その他の研究
（epidemiological and other studies）を促進
し、かつ、職業がんの危険に関する情報を
収集し普及すべきであるとされている。 
Recommendation concerning Prevention 
and Control of Occupational Hazards 
caused by Carcinogenic Substances and 
Agents, 1974 (No. 147) 

IV. Information and Education 
16. 
(1) The competent authority should 

promote epidemiological and other 
studies and collect and disseminate 
information relevant to occupational 
cancer risks, with the assistance as ap-
propriate of international and national 
organisations, including organisations 
of employers and workers. 

(2) It should endeavour to establish the 
criteria for determining the carcino-
genicity of substances and agents. 

4.7 沿革 
本条は、労働安全衛生法及びじん肺法の

一部を改正する法律（昭和 52年 7月 1 日法

律第 76 号）により、化学物質の有害性調査
制度等に係る諸規定とともに追加されたも
のである。 
同改正法成立までの沿革は、4.2 節に引用

した施行通達の「第一」にも簡潔に記載さ
れている。 
4.7.1 時代背景 
昭和 50 年前後、化学物質の需要が多様化

し、その種類も極めて複雑多岐にわたって
きており、さらに、毎年約 450 種類の新規
化学物質が産業界で生み出されていると推
定されていた 119。そのような中で、六価ク
ロムによる肺がん、塩化ビニルモノマーに
よる肝血管肉腫及び末端骨溶解症等、新し
い化学物質による重篤な職業性疾病が社会
問題化し、職業性疾病の予防対策の早期確
立が望まれていた 119。 
国際的にも、国際労働機関（ILO）にお

いて昭和 49 年に職業がん条約、昭和 52 年
に作業環境条約が採択された。（未了） 
4.7.2 中央労働基準審議会における検討

から労働省による法律案作成まで 
このような背景の中で、昭和 50 年 11 月

13 日の中央労働基準審議会において、労働
側委員から職業性疾病対策の充実強化を主
要な内容とする意見書が提出され、本法の
改正について検討されたい旨の要望がなさ
れた。同審議会はこれを受けて法改正問題
を労働災害防止部会で検討することとし、
同部会はその後 1年余、12 回に亘って部会
を開催し、公労使及び労働省側からも意見
が提出され、活発な議論を経て、全員一致
で報告書をとりまとめ、昭和 51 年 12 月 23
日、本審議会に提出した 120,121。同報告書の
うち本条に係る部分は次のとおりである 122。 
中央労働基準審議会労働災害防止部会「労
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働安全衛生法の改正等に関する報告」（抄） 
Ⅰ 労働安全衛生法を改正すべき事項 
１ 職業病対策の充実強化 
② 疫学調査 
イ 労働大臣は，疾病と化学物質又は作
業環境との関係をは握するため，疫学
調査を行うことができるものとし，事
業者等には，この疫学調査に協力する
義務を課すものとすること。 

ロ 上記を法制化するに当たっては， 
(ｲ) 退職労働者，医師等の報告義務を
明らかにして，疫学調査の結果の正
確性を確保するとともに，医師の守
秘義務に関して法律上の疑義が生じ
ないようにすること。 

(ﾛ) 疫学調査に従事する者が，個人や
企業の秘密を守らねばならないもの
とすること。 

ハ また，疫学調査を実施するに当たっ
ては， 

(ｲ) 疫学調査を委託する場合は，大学
の研究者等専門的な知識を有する者
に対して行うこと。 

(ﾛ) 疫学調査の実施に伴い，事業者に
過重な調査，記録保持等の負担をか
けないよう配慮すること。 

(ﾊ) 疫学調査の実施に当たっては，調
査対象関係労使の意見を十分聴取す
るよう配慮すること。 

(ﾆ) 疫学調査の実施時期，実施内容，
調査結果等について，当審議会に報
告すること。 

労働省は同報告書を基本とし、細部につ
いて検討した上、労働安全衛生法の一部を
改正する法律案要綱 123を作成し、昭和 52
年2月3日の中央労働基準審議会に諮問し、

全委員の賛成を得て、2 月 5 日、同要綱に
より法改正を行うことが適当である旨の答
申 124を得た 121。 
労働安全衛生法の一部を改正する法律案要
綱 
第１ 職業病対策の充実強化 
２ 労働者の健康障害の防止に資するた
め，次により疫学的調査等を行うものと
すること。 
イ 労働大臣は，化学物質等又は労働者
の従事する作業と疾病との関係をは握
するため，疫学的調査その他の調査（疫
学的調査等）を行うことができるもの
とすること。 

ロ 労働大臣は，疫学的調査等の実施に
関する事務を，疫学的調査等に関し専
門的知識を有する者に，委託すること
ができるものとすること。 

ハ 労働大臣又はロによる委託を受けた
者は，事業者，労働者，医師その他の
関係者に対し，調査票への必要な事項
の記入又は必要な書類の提出を求める
ことができるものとすること。 

労働省は、この答申を基礎に本法の改正
案を作成し、関係各省庁との折衝、内閣法
制局審査等を経て、当時並行して改正作業
が進められていたじん肺法と併せ、労働安
全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法
律案 125とした。 
同法律案は、昭和 52 年 3月 15 日の閣議

に提出され、3 月 18 日、閣法第 61 号とし
て第 80 回国会に提出された 121。 
4.7.3 第 80回国会での審議・成立 
同法律案はまず衆議院で審議されたが、

社会労働委員会（附帯決議あり）を経て、
本会議（昭和 52 年 4月 29 日）で原案どお
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り可決され、参議院に送付された 121。 
参議院でも社会労働委員会に付託され、

昭和 52 年 5月 12 日以降審議されたが、そ
の中で日本共産党等の議員から本条及び化
学物質の有害性調査条項に設けられた計 3
つの守秘義務規定について激しい批判がな
された。その内容は、守秘義務規定が①企
業の公害隠しや職業病隠しに加担するもの
ではないか、②科学公開の原則に反しない
か、③学識経験者の自由な研究、良心の自
由を制約することとはならないか、④刑法
改正草案の「企業秘密漏示罪」の先取りで
はないか、⑤「正当な理由がないのに」と
の文言を欠いているのは、「企業秘密漏洩
罪」よりも厳しいのではないか等といった
ものであった 120。 
昭和 52 年 6 月 9 日の審議で、日本共産党

内藤功議員から各守秘義務規定とそれらに
ついての罰則を削除する修正案が、自由民
主党佐々木満議員から各守秘義務規定の条
項にそれぞれ「ただし、労働者の健康障害
を防止するためやむを得ないときは、この
限りでない。」という但書を加える修正案
が提出されたところ、内藤案は否決、佐々
木案は可決され（附帯決議あり 115）、同日
行われた参議院本会議において、修正後の
同法律案が成立した 120,121。同法は昭和 52
年 7 月 1 日に公布され、本条の規定は昭和
53 年 1 月 1 日に施行された。 
4.7.4 改正 
中央省庁等改革関係法施行法（平成 11 年

12 月 22 日法律第 160 号）第 705 条の規定
により「労働大臣」が「厚生労働大臣」に
改められ、平成 13 年 1月 6 日から施行され
た。 

4.8 運用及び本条の意義 
4.8.1 疫学的調査 
本条が追加された時代背景に、職業がん

等死に至る疾病の発生があり、疫学的調査
では特にがん原性物質を取り扱って離職し
た者の生死を追跡し、死亡した者について
はその原死因調査を行う必要があったが、
死亡診断書等は本籍地で保管されるが労働
者名簿から本籍地欄が削除されたこと等か
ら原死因調査が困難となったこと等により、
相当以前から 126、本条に基づく疫学的調査
は行われていない。 
また、本条の追加時点で既に、主に化学

物質による健康障害防止政策の軸足が、疫
学的調査という後追い的なものから、第 57
条の 4及び第 57条の 5等の規定による事前
アセスメント等に移されつつあったことも
127、本条の規定が運用されていない要因の
1 つであると考えられる。 
なお、社団法人日本産業衛生学会が、石

綿取扱労働者の疫学的調査の実施を求めた
例がある 128。 
なお、本条の規定に基づくものか未確認

だが、厚生労働科学研究費補助金が交付さ
れた特別研究として「印刷労働者にみられ
る胆管癌発症の疫学的解明と原因追究」と
題する研究事業が存在する 129。（未了） 
4.8.2 疫学的調査以外の調査 
（未了） 
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D．考察及び結論 
第106条から第108条の2までの規定は、

国の施策実施に関するものである。 
第 106 条は、国が事業者の労働災害防止

活動に関して行う援助に係る努力規定であ
る。同条に基づく援助の具体例としては、
労働基準監督機関が監督業務、相談業務等
において事業者に行う助言等もあるが、特
別な支出を要するものとしては社会復帰促
進等事業（以前は労働福祉事業）の一環と
して各種補助金、サービスの提供等が実施
されている。過去には、減税措置、融資等
による援助も行われていたが、行財政改革
ないし行政刷新の流れを受け平成以降は事
業縮小の傾向がみられた。 
第 107 条は、厚生労働大臣が労働災害の

防止のための業務に従事する者及び労働者
に対して行う援助に係る努力規定である。
具体的には、全国安全週間及び全国労働衛
生週間などがある。 
第 108 条は、政府が労働災害の防止に資

する科学技術の振興を図るために行う研究
開発の推進及びその成果の普及その他必要
な措置に係る努力規定である。具体的には、
労働安全衛生総合研究所の運営、厚生労働
科学研究費補助金の交付等がこれに当たる。 
第 108 条の 2 は、職業性疾病の発生状況

等に関する疫学的調査その他の調査に関す
る権限等を定めるものである。第 108 条の
2 の規定に基づく疫学的調査は、情報保護
との両立の困難等により、あまり実施され
ていない。 
安全衛生その他の労働条件の確保を目的

とする国の援助は、工場法施行とともに形
を変え、あるいはその大義名分を変えなが
ら絶えず行われてきた。 

本稿で取り上げた第 106条から第 108 条
の 2 は、国が労働安全衛生に関して行う事
業の根拠となる規定であるが、その内容は
その性質上抽象的で、努力義務ないし権限
規定であり、またその事業の実施には経費
がかかるがこれは義務的経費ではなく裁量
的経費である。このような状況から、事業
の新規創設や廃止は、各時代の政治状況等
に大きく左右されてきた。 
有意義でない事業を漫然と存続させるよ

うなことがあってはいけないが、事業廃止
が労働災害の発生に影響する可能性を考え
ると安易な事業廃止も避けるべきであり、
また長年蓄積されたものを一旦廃止すると
後でこれを再生することは難しい。安全衛
生に関する事業評価については、事業仕分
け等の議事録やその後の事業評価関係資料
等をみても、少なくとも安全衛生事業に関
して有効な評価手法があるとは言い難い。
国の援助事業一般に言えることとして、新
しい政策課題や事業者の努力義務とされて
いる事項のみが事業の対象とされるのに対
し、従来からあるが深刻な課題は逆に援助
の対象とならないということがある。その
結果として、例えばストレスチェック実施
の助成金を受けている事業場で、局所排気
装置やプレス機械の安全装置を設置してい
ないというアンバランスな事態も生じる。
各事業場の安全衛生水準を向上させ、労働
災害を減らすという本来の（長期的な）目
的のための事業評価手法の研究開発が必要
であると考える。  
 
E．研究発表 
1 論文発表 無 
2 学会発表 無 
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F．知的所有権の取得状況 
1 特許取得 無 
2 実用新案登録 無 
3 その他 無 
 
G．引用文献 
文末脚註のとおり。 
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参考資料 
表 7 社会復帰促進等事業の全事業一覧 
（厚生労働省ウェブサイト https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_rou
dou/roudoukijun/rousai/syahukuzennzigyou.html，令和 3 年 10 月 7 日閲覧）  

事業名 主な事業内容 関連リンク 
1 外科後処置等経費 ・労働災害等による傷病が治癒した後の再手術等、外科後処置に要した経費

の支給 
（項）05 社会復帰促進等事業費（事項）08 被災労働者等の社会復帰促進・
援護等に必要な経費 

請求（申請）のできる保険給付
等（１６ページ） 

2 義肢等補装具支給経
費 

・労働災害等による両上下肢の亡失、機能障害等が残存した者の義肢等補装
具の購入等に要した費用の支給 
（項）05 社会復帰促進等事業費（事項）08 被災労働者等の社会復帰促進・
援護等に必要な経費 

請求（申請）のできる保険給付
等（１６ページ） 

3 特殊疾病アフターケ
ア実施費 

・20傷病（せき髄損傷、精神障害等）を対象として、医療機関での診察等に
要した費用の支給 
（項）05 社会復帰促進等事業費（事項）08 被災労働者等の社会復帰促進・
援護等に必要な経費 

請求（申請）のできる保険給付
等（１３ページ） 

4 社会復帰特別対策援
護経費 

・療養期間が長期間に及ぶ振動障害等の疾病にり患した者への賃金の一部補
填や職業転換等に要する費用の支給 
（項）13業務取扱費（事項）08保険給付業務に必要な経費 

請求（申請）のできる保険給付
等（１7ページ） 

5 CO 中毒患者に係る
特別対策事業経費 

・「炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第 11 条」に基づ
き、CO中毒患者の特性を十分に考慮した診療体制等の整備 
（項）05 社会復帰促進等事業費（事項）08 被災労働者等の社会復帰促進・
援護等に必要な経費 

  

6 独立行政法人労働者
健康安全機構運営費 

・療養施設及び労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、情報の提
供、相談その他の援助を行うための施設の設置及び運営等を行う。 
・事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係
る事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に
関して臨床で得られた知見を活用しつつ、総合的な調査及び研究並びにその
成果の普及を行う。 
（項）06独立行政法人労働者健康安全機構運営費（事項） 

独立行政法人労働者健康安全
機構 

独立行政法人労働者
健康安全機構施設整
備費 

・療養施設（労災病院を除く）の整備等を行う。 
（項）07独立行政法人労働者健康安全機構施設整備費 

7 労災疾病臨床研究補
助金事業 

・早期の職場復帰の促進、労災認定の迅速・適正化などに寄与する研究、放
射線業務従事者の健康影響に関する疫学研究、過労死等防止対策推進法に基
づく調査研究への補助 
（項）05 社会復帰促進等事業費（事項）08 被災労働者等の社会復帰促進・
援護等に必要な経費 

労災疾病臨床研究補助金事業 

8 炭鉱災害による一酸
化炭素中毒症に関す
る特別措置法に基づ
く介護料支給費 

・炭鉱災害により、一酸化炭素中毒症にかかった労働者に対する介護料の支
給 
（項）05 社会復帰促進等事業費（事項）08 被災労働者等の社会復帰促進・
援護等に必要な経費 

  

9 労災就学等援護経費 ・労災年金受給者及びその子弟に対する、学校等に在学する場合の就学に要
する経費及び未就学児を幼稚園、保育所等に預ける場合の保育に要する経費
の支給 
（項）05 社会復帰促進等事業費（事項）08 被災労働者等の社会復帰促進・

請求（申請）のできる保険給付
等（１１ページ） 
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援護等に必要な経費 
10 労災ケアサポート事

業経費 
・在宅介護・看護等が必要な労災重度被災労働者等に対する看護師等による
訪問支援等 
（項）05 社会復帰促進等事業費（事項）08 被災労働者等の社会復帰促進・
援護等に必要な経費 

訪問支援事業のご案内（一般財
団法人労災サポートセンター） 

11 休業補償特別援護経
費 

・労働基準法第 76 条に基づき使用者が行う休業３日目までの休業補償につ
いて、事業場の廃止等、やむをえない事由で休業補償を受けることができな
い被災者に対し、休業補償３日分相当額を支給する。 

請求（申請）のできる保険給付
等 
（６ページ） 

12 長期家族介護者に対
する援護経費 

・労災重度被災労働者が業務外の事由により死亡した場合の、長期にわたり
介護に当たってきた遺族に対する生活転換援護金の支給 

請求（申請）のできる保険給付
等（９ページ） 

13 労災特別介護援護施
設運営費・設置経費 

・在宅介護を受けることが困難な労災重度被災労働者が利用する労災特別介
護施設の運営、整備・修繕 
（項）05 社会復帰促進等事業費（事項）08 被災労働者等の社会復帰促進・
援護等に必要な経費 

施設介護事業のご案内（一般財
団法人労災サポートセンター） 

14 労災診療被災労働者
援護事業補助事業費 

・被災労働者への診療に要した費用が国から労災指定医療機関に支払われる
までの間の当該費用に相当する額について、（公財）労災保険情報センター
が行う無利子貸付事業に対する補助 

RICの紹介公益財団法人労災保
険情報センター 

15 労災援護金等経費 ・打切補償費の支給を受けたために現在保険給付を受けることができない被
災労働者に対する、療養に要した費用等の支給 

労災療養援護金支給要綱 

16 過労死等防止対策推
進事業実施経費 

１．過労死等に関する調査研究 
２．過労死等を防止することの重要性について国民の理解を促す等周知・啓
発 
３．国民の過労死等防止対策の重要性に対する関心と理解を深めるための「過
労死等防止対策推進シンポジウム」 
４．過労死で親を亡くした遺児及びその保護者等を対象とした過労死遺児交
流会の実施 
（項）01労働安全衛生対策費（事項）08労働安全衛生対策に必要な経費 

過労死等防止対策 

17 安全衛生啓発指導等
経費 

・安全衛生意識の普及高揚を図り、災害防止活動を効果的に促進させるため
の全国安全週間・全国労働衛生週間の実施 
・災害防止活動を効果的に促進するための指導や安全衛生教育等を実施 
・車両系建設機械の運転等一定の危険又は有害な業務に従事する者や、作業
主任者の一部に義務づけられている技能講習の修了者の利便性を高めるた
め、技能講習修了証を統合した証明書の発行 
・職場の安全衛生情報の周知・意識啓発をするため、過去の災害やヒヤリハ
ット事例、化学物質等の情報を「職場のあんぜんサイト」にて提供 
・労働者の健康障害を未然に防止するため、有害物質等有害要因を有する事
業場に対する監督指導等の実施 
・火災、爆発等の重大な災害の再発や同種災害の発生を防止するため、重大
な災害等発生時に徹底的な災害原因調査の実施 
・重篤な労働災害を発生させた事業場等に対して安全管理措置の構築を図る
ため、当該事業場等に対する継続的な安全指導の実施 
（項）01労働安全衛生対策費（事項）08労働安全衛生対策に必要な経費 

安全衛生週間・表彰 
技能講習修了証明書発行のご
案内 
職場のあんぜんサイト 

18 安全衛生に関する優
良企業を評価・公表す
る制度の推進 

・安全衛生に関する優良企業を評価・公表する制度の推進のため、企業等が
自社の安全衛生水準を自己診断できるようにするためのコンテンツを厚生労
働省ホームページにて提供 

安全衛生優良企業公表制度に
ついて 

19 設計・施工管理を行う
技術者等に対する安
全衛生教育の支援事

・学識経験者、企業の実務担当者等の専門家により安全衛生教育に関する知
識を体系的に付与するカリキュラム及び到達目標等を策定し、教材を作成 
・当該教材の公開、教材を使用した講習等を通じ、設計・施工管理を行う技
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業 術者等に対する安全衛生教育を支援 
20 安全衛生分野におけ

る国際化への的確な
対応のための経費 

・安全衛生分野における国際化への的確な対応のため、OECD等の国際会議
等への職員の派遣、中国との政策対話、日中安全衛生シンポジウムの開催等
を実施 

  

21 職業病予防対策の推
進 

・東電福島第一原発で緊急作業に従事した者の健康の保持増進のため、被ば
く線量、健康診断結果等のデータを蓄積するシステムの構築及び健康相談、
保健指導の実施 
・廃炉等作業員の健康支援相談窓口の開設、産業保健支援に係る研修会の開
催、廃炉等作業員の健康管理に係る情報発信の実施 
・東電福島第一原発・除染作業者の放射線関連情報の国際発信を強化するた
め、東電福島第一原発作業者の放射線被ばく状況やその対策に関する情報を、
厚生労働省の英語版ホームページに掲載及び世界保健機関（WHO）等の国
際機関への情報発信の実施 
・東電福島第一原発の被ばく線量低減対策の強化のため、東電福島第一原発
における廃炉作業等の施工計画作成者等に対する被ばく低減措置の実施に係
る必要な教育の実施 
・被ばく線量低減に関する専門家チームを組織し、効果的な被ばく低減措置
の検討、好事例の収集及び元請事業者が作成する施工計画に対する助言の実
施 

東京電力福島第一原子力発電
所における緊急作業従事者等
の長期的健康管理 
廃炉等作業員の健康支援相談
窓口 
Radiation Protection at Works 
Relating to TEPCO's Fukushi-
ma Daiichi Nuclear Power 
Plant Accident (IRPW) 
東電福島第一原発内における
被ばく低減対策の好事例（委託
事業） 

22 じん肺等対策事業 ・石綿ばく露によるじん肺等への対策のため、石綿取扱い業務等に従事し離
職した労働者等に対する健康管理手帳の交付、特殊健康診断の実施 
・石綿作業に係る適切な石綿ばく露防止対策の普及啓発を行うため、マニュ
アルを改訂し、厚生労働省のホームページにて情報を掲載 
・石綿除去作業等に対応する行政体制を充実するため、石綿障害防止総合相
談員等による石綿除去作業等に係る相談業務、届出の審査等の実施 

石綿障害予防規則など関係法
令について 
「石綿に関する健康管理手帳」
の交付について 
アスベスト（石綿）情報 

23 職場における受動喫
煙対策事業 

・職場における受動喫煙防止対策の推進のため、デジタル粉じん計等の測定
機器の貸出 
・職場における受動喫煙防止対策に係る問い合わせに対応するための電話相
談及び実地指導 
・喫煙室等を設置する事業場に対して設置費用を一部助成 

職場における受動喫煙防止対
策について 

24 職場における化学物
質管理促進のための
総合対策 

・化学物質による労働者の健康障害を防止するため、新規化学物質の審査及
び有害性調査機関の査察 
・職場で利用されている化学物質について、発がん性に重点を置いたリスク
評価の実施 
・化学物質による労働者の健康障害を防止するため、化学物質管理に関する
相談・訪問指導の実施及びGHS分類やモデル表示・モデルSDSの作成 
・化学物質による労働者の健康障害を防止するため、化学物質による職業が
ん対策を行う日本バイオアッセイ研究センター等の施設整備の実施 

新規化学物質の有害性調査制
度の概要 
職場における化学物質のリス
ク評価 
化学物質管理に関する相談窓
口のご案内 
日本バイオアッセイ研究セン
ター 

25 産業保健活動総合支
援事業 

・労働者の職業病を未然に防止するため、都道府県労働局に労働衛生指導医
を設置 
・都道府県労働局長が事業者に対して作業環境測定実施や臨時の健康診断実
施を指示する際、労働衛生指導医からの意見の聴取を実施 
・事業場における産業保健活動（メンタルヘルス対策、治療と仕事の両立支
援等の取組）に対する各種支援を行うため、事業者、産業保健スタッフ等へ
の研修等の実施、情報提供等を実施 
・労働者数 50 人未満の小規模事業場等に対する訪問指導、相談対応や助成
等を実施 

産業保健総合支援センターの
事業案内 
地域産業保健センターの事業
案内 
産業保健関係助成金のご案内 

26 働き方改革の実現に・労働基準監督署に配置した時間外及び休日労働協定点検指導員による窓口若者の「使い捨て」が疑われる
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向けた労働時間の上
限規制の定着による
長時間労働の抑制等
のための取組 

指導の徹底 
・労働時間管理適正化のための指導が必要な事業場に対する個別訪問指導 
・過重労働解消用パンフレット等を活用した集団指導や自主点検の実施・イ
ンターネット監視による労働条件に問題のある事業場情報の収集 
・夜間・休日に無料で電話相談を受け付ける「労働条件相談ほっとライン」
の設置 
・労働基準法等の基礎知識、相談窓口及び関係法令に基づき事業場が行うべ
き手続きの解説や具体的な届出方法のほか、労務管理や安全衛生管理上のポ
イントについてWEB上で診断を受けられるサービス等をまとめた労働条件
ポータルサイトの設置 
・大学や高校等での法令の周知啓発や労働法教育に必要な指導者用資料の作
成 
・36協定未届事業場に対し自主点検を実施するとともに、基本的な労務管理
や安全衛生管理についてセミナー及び個別訪問での専門家による助言等の実
施。また、具体的事例を交えて、過重労働による労働者の健康障害防止に特
化したセミナーを開催。 
・新規起業事業場向けの情報発信を目的としたポータルサイトにて、労働関
係法令の周知及び関係法令に基づき事業場が行うべき手続きの解説や具体的
な届出方法のほか、労務管理や安全衛生管理上のポイントについてWEB上
で診断を受けられるサービス等の実施 

企業等への取組 
『はたらく』へのトビラ ～ワ
ークルール２０のモデル授業
案～ 
ポータルサイト「確かめよう労
働条件」 
就業環境整備・改善支援事業 

27 メンタルヘルス対策
等事業 

・労働者のメンタルヘルス対策のため、ポータルサイト「こころの耳」にお
ける情報提供、メール相談・電話相談・SNS相談の実施 

こころの耳 

28 治療と職業生活の両
立等の支援手法の開
発 

・疾病を抱える労働者の治療と職業生活の両立支援を行うため、「事業場に
おける治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」の参考資料の作成、広
報用ポータルサイトの設置、シンポジウムの開催 

治療と仕事の両立について 
治療と仕事の両立支援ナビ 

29 職場におけるハラス
メントへの総合的な
対応等労働者健康管
理啓発等経費 

・職場のハラスメントに関するポータルサイトの改修・運営等による周知・
啓発 
・パワーハラスメント対策支援コンサルティング等の実施 
・パワーハラスメントに関する実態調査の実施 
・雇用均等指導員による、職場におけるハラスメント事項等にかかる相談対
応等 
・パートタイム労働者・有期雇用労働者を雇用する事業主に対する啓発指導
の実施 

あかるい職場応援団 
職場におけるハラスメント防
止のために（セクシュアルハラ
スメント / 妊娠・出産・育児休
業等に関するハラスメント / 
パワーハラスメント） 
パートタイム労働者・有期雇用
労働者の雇用管理の改善のた
めに 

30 建設業等における労
働災害防止対策費 

・2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向け、首都圏
で増加する建設工事における労働災害を防止するため、安全専門家による巡
回指導、新規入職者や管理者等に対する安全衛生教育、外国人建設就労者に
対する安全衛生教育を実施 
・東日本大震災及び熊本地震にかかる復旧・復興工事における労働災害の発
生を防止するため、安全専門家による巡回指導、新規参入者等に対する安全
衛生教育支援を実施 
・足場からの墜落防止措置に係る「より安全な措置」について、専門家によ
る診断の実施、診断結果に基づく改善計画の作成等の現場に対する指導・支
援を実施 
・一人親方を対象とした研修会等の実施 

2020年東京オリンピック・パラ
リンピック競技大会に係る建
設需要に対応した労働災害防
止対策事業 
東日本大震災及び熊本地震の
復旧復興工事への支援活動 
墜落・転落災害等防止対策推進
事業（建設業） 
建設業における一人親方等の
安全及び健康の確保について 
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31 第三次産業等労働災
害防止対策支援事業 

・腰痛による労働災害を防止するため、腰痛による労働災害が多発している
介護施設等を対象とする腰痛予防教育・対策の講習会の実施 
・高年齢労働者の安全衛生対策を促進するため、「高年齢労働者の安全と健
康確保のためのガイドライン」についてのセミナーを実施 
・中小企業を対象に高年齢労働者の安全衛生対策の導入にかかる費用の一部
を補助する「エイジフレンドリー補助金」事業を実施 
・外国人労働者に適切な安全衛生教育を実施するため、視聴覚教材や技能講
習の補助教材を多言語で作成 
・「外国人在留支援センター」に「安全衛生班」を設置し、外国人労働者を
雇用する事業者及び外国人労働者からの安全衛生に関する相談に対応 

働く人に安全で安心な店舗・施
設づくり推進運動 
腰痛予防対策（講習会、パンフ
レット） 
高年齢労働者の安全衛生対策
について 
外国人労働者の安全衛生対策
について 

32 林業従事労働者等に
おける安全衛生対策
の推進事業 

・伐木等作業における安全作業のためのマニュアルを開発、同マニュアルに
基づく、林業の事業場における安全担当者を対象とする安全対策講習会を実
施 
・林業従事労働者等における労働災害防止のため、チェーンソー取扱作業指
導員による林業の作業現場等の巡回を行うと共に、ガイドブック等を用いた
チェーンソー取扱作業指針の周知徹底 

チェーンソーを用いた伐木作
業の安全対策講習会 
振動障害の予防のために（パン
フレット） 

33 機械等の災害防止対
策費 

・最新構造規格に適合していないフルハーネス型墜落制止用器具等の更新を
促進するため、中小企業等を対象に、更新に要する費用の一部補助を実施 
・危険性・有害性のある機械等について、危険性・有害性等の調査の促進及
び労働災害の防止を図ることを目的として、機械等の検査検定等を行う登録
機関の監査指導を実施 
・輸入機械等を中心として市場に流通している型式検定対象機械等（防爆構
造電気機械器具）に買取試験を実施 
・自走自律制御機械の安全性を確保するため、関係事業者に対する実態調査
を実施 
・設備の老朽化による労働災害防止を目的として、高経年生産設備の実態調
査及び安全対策の調査分析を実施 

既存不適合機械等更新支援補
助金 
設備の経年化による労働災害
リスクの防止対策 

34 特定分野の労働者の
労働災害防止活動促
進費 

・専門相談員による、特定分野（外国人労働者、派遣労働者等）の労働者等
からの相談対応 
・外国人労働者等特定分野の労働者の労働災害防止のためのパンフレットの
作成 

業種・職種別対策 
For Foreign workers 

35 自動車運転者の労働
時間等の改善のため
の環境整備等 

・トラック運送業に関する荷主向け周知用動画の作成および令和元年度に開
設したポータルサイトの運用・拡充 
・自動車運転者の労働時間等に係る実態調査を実施するため、実態調査検討
会の開催及び調査の実施 

トラック輸送における取引環
境・労働時間改善中央協議会 
トラック運転者の長時間労働
改善に向けたポータルサイト 

36 家内労働安全衛生管
理費 

・家内労働安全衛生指導員による安全衛生指導 
・家内労働者の危険有害業務について、災害防止対策好事例の収集 
・家内労働の安全衛生確保等に関するセミナーの実施、総合的な情報提供を
行うサイトの開設 

家内労働について 

37 女性就業支援・母性健
康管理等対策費 

・母性健康管理について周知啓発のためのパンフレット等の作成や配布 
・母性健康管理の措置に関する調査の実施 
・女性労働者や事業主向けの母性健康管理に関するサイトの運営 
・働く女性の健康保持増進のための支援施策の実施に関する相談対応及び講
師派遣 
・全国の女性関連施設等に対する働く女性の健康保持増進のための支援事業
の周知、情報等提供 
・雇用均等行政に係る行政指導や相談等をデータベース管理し、迅速かつ正
確な事務処理を実施 

女性労働者の母性健康管理の
ために 
妊娠・出産をサポートする 女
性にやさしい職場づくりナビ 
女性就業支援バックアップナ
ビ 
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38 多言語相談支援事業 ・14ヶ国語の電話通訳に対応した「多言語コンタクトセンター」の活用等に
より、職場におけるハラスメントや解雇等のトラブルに関する相談対応、紛
争解決援助等の多言語化 

  

39 外国人技能実習機構
に対する交付金 

・監理団体、実習実施者に対する実地検査の実施 
・安全衛生マニュアルの活用等による啓発 
・実習実施者に対する安全衛生セミナーの開催 

外国人技能実習機構 

40 労働安全衛生融資資
金利子補給費等経費 

・資金面から労働災害の防止措置を行うことが難しい中小企業に対する職場
改善機器等の導入資金としての融資の実施（平成 13 年度以降、新規の融資
は廃止しており、現在は融資資金の回収等を行っている） 

  

41 労働災害防止対策費
補助金経費 

・事業主等による自主的な安全衛生活動を促進し、労働災害を防止するため、
労働災害防止団体等が行う労働災害防止活動事業等に対する補助 

中央労働災害防止協会，建設業
労働災害防止協会，陸上貨物運
送事業労働災害防止協会，林
業・木材製造業労働災害防止協
会，港湾貨物運送事業労働災害
防止協会，船員災害防止協会 

42 産業医学振興経費 ・職場における労働者の健康を管理する産業医の養成及び産業医科大学の運
営に対する助成 
・産業医科大学の学生に対する修学資金貸与制度の運営及び産業医の資質の
向上を図る研修等の実施 

産業医学振興財団 
産業医科大学 

43 就労条件総合調査費 ・主要産業における企業の労働時間制度、賃金制度等についての総合的な調
査の実施 

就労条件総合調査について 

44 未払賃金立替払事務
実施費 

・企業倒産に伴い賃金が支払われないまま退職を余儀なくされた労働者に対
して、その未払賃金の一部を事業主に代わって立替払する制度の実施 

未払賃金の立替払事業 

45 過重労働の解消及び
仕事と生活の調和の
実現に向けた働き
方・休み方の見直し 

・生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業事業者等に対す
る助成金の支給 
・働き方改革推進支援センターの設置 
・「働き方改革」に向けた周知・啓発の実施 
・「働き方・休み方改善ポータルサイト」による「働き方・休み方改善指標」
や企業の好事例等の提供 

働き方改革推進支援助成金 
働き方改革推進支援センター 
働き方改革特設サイト 
働き方・休み方改善ポータルサ
イト 

46 テレワーク普及促進
等対策 

・適切な労務管理のためのガイドラインの周知啓発やテレワーク導入に関す
る相談対応及び訪問コンサルティング、テレワーク用通信機器の導入・運用
等に要した費用に要した費用の助成等による導入支援 
・企業向けセミナー、労働者向けイベントの開催や先進企業の表彰等を通じ
た気運の情勢 

テレワーク普及促進関連事業 

47 医療労働者の確保・定
着に向けた職場環境
改善のための取組 

・「医療勤務環境改善支援センター」による相談支援 
・勤務環境改善マネジメントシステムの普及促進 
・医療機関の勤務環境改善事例に関するデータベースサイトの運用 

医療従事者の勤務環境の改善
について 
いきいき働く医療機関サポー
トＷｅｂ 

48 中小企業退職金共済
事業経費 

・中小企業退職金共済制度において、事業主に対する掛金負担軽減措置に要
する費用の補助 

国の掛金助成（新しく中退共制
度に加入する事業主に掛金の
一部を助成） 

49 独立行政法人労働政
策研究・研修機構運営
費・施設整備費 

・独立行政法人労働政策研究・研修機構における労働行政職員等に対する研
修の実施 
・独立行政法人労働政策研究・研修機構の計画的な施設改修、更新 

独立行政法人 労働政策研究・研
修機構 

50 個別労働紛争対策費 ・個別労働関係紛争の解決・促進のための「総合労働相談コーナー」の設置 
・都道府県労働局長による紛争解決のための制度の運営 

個別労働紛争解決制度 
（労働相談、助言・指導、あっ
せん） 

51 雇用労働相談センタ・国家戦略特別区域に設置した「雇用労働相談センター」における、相談対「雇用労働相談センター」につ
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ー設置・運営経費 応・個別訪問指導の実施 いて 
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資料 1 安全指導員規程（昭和 34 年労働省訓令第 2号）（昭和 34年 4月 13 日（月曜日）
付け官報本紙第 9689 号掲載） 
◎労働省訓令第二号 
安全指導員規程を次のように定める。 
昭和三十四年四月十三日 

労働大臣 倉石 忠雄  
安全指導員規程 

（設置） 
第一条 中小規模事業場等における安全管理の向上を図り、もつて、安全行政の円滑な運営
と産業災害の防止に資するため、都道府県労働基準局に安全指導員を置く。 
（任命） 
第二条 安全指導員は、社会的信望があり、かつ、産業安全に関し学識経験を有する者のう
ちから、労働大臣が任命する。 
（職務） 
第三条 安全指導員は、都道府県労働基準局長の命を受けて、中小規模事業場等における安
全管理についての指導に関する事務に従事する。 
（任期等） 
第四条 安全指導員の任期は、一年とする。 
２ 安全指導員は、非常勤とする。 
（秘密を守る義務） 
第五条 安全指導員及び安全指導員であつた者は、国家公務員法（昭和二十二年法律第百二
十号）の定めるところにより、その職務に関して知得した秘密を漏らしてはならない。 
（政治的行為の禁止） 
第六条 安全指導員は、国家公務員法に規定する政治的行為をしてはならない。 
（その他の事項） 
第七条 この規程に定めるもののほか、安全指導員に関し必要な事項は、労働省労働基準局
長が定める。 

附 則 
この訓令は、公布の日から施行する。 
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資料 2 安全指導員（労働省）（昭和 35 年 9 月 21 日（水曜日）付け官報資料版第 10127
号掲載） 

安全指導員（労働省） 
最近わが国における経済復興とその後の成長は、まことにめざましいものがある。しかし

ながら一方中小企業における産業災害も。また大企業に比べて多発の傾向にあることはまこ
とに遺憾である。尊い労働者の生命がうばわれて行く数は年々増加の一途をたどり、最近で
は、年間約六万人に及んでいる。なお、死亡者を含め七十五万人の死傷者を生じており、こ
れに伴う経済的損失は、年間推定一千五百億円に達する憂慮すべき状況である。 
そこで労働省では、特に多発傾向をたどっている中小企業に対する安全指導を行なうた

め、昭和三十四年四月十三日労働省訓令第二号による「安全指導員規定」をつくり、安全指
導員制度を設け、産業災害防止に役立てることにした。 
安全指導員は一般民間人を起用することとし過去において安全管理に経験の深い人を事

業場の中から推せんしてもらい、都道府県労働基準局で審査のうえ、労働大臣が任命するこ
とになっている。身分は国家公務員で一般職非常動職員とされ、都道府県労働基準局におか
れ、中小企業の集団指導に当たることになっているが、個々の事業場でも要請があれば指導
することになっている。したがって、申し込みを労働基準局にすれば、指導員が派遣される
こととなるが、その費用は無料である。 
現在全国で安全指導員は一千人が任命されており、災害防止に大きな役割を果たしてい

る。 
安全指導員の仕事は、①安全管理一般②研究発表③災害事例の検討会（安全指導員による

検討会）④災害事例に対する対策⑤安全器具（安全保護具を含む）に対する取り扱い、なら
びに知識の普及⑥集団事業場のパトロールなどである。 
なお、安全指導員は中小企業のうち、特に従業員百人以下の事業場を対象に、安全指導を

行なうことになっているので、各事業場では、これら指導員の指導を積極的に受け、災害を
未然に防止するよう望まれる。 
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資料 3 労災防止指導員規程（昭和 40 年労働省訓令第 10 号）（昭和 40 年 12 月 18日（土
曜日）付け官報本紙第 11707 号掲載） 
○労働省訓令第十号 
労災防止指導員規程を次のように定める。 

部内一般  
昭和四十年十二月十八日 

労働大臣 小平 久雄   
労災防止指導員規程 

（設置） 
第一条 中小規模事業場等における安全管理及び衛生管理の向上を図り、もつて、労働災
害の防止に資するため、都道府県労働基準局に労災防止指導員（以下「指導員」という。）
を置く。 
（任命） 

第二条 指導員は、社会的信望があり、かつ、産業安全又は労働衛生に関し学識経験を有
する者のうちから、労働大臣が任命する。 
（職務） 

第三条 指導員は、都道府県労働基準局長の指示を受けて、中小規模事業場等における安
全管理及び衛生管理についての指導に関する事務に従事する。 
（任期等） 

第四条 指導員の任期は、一年とする。 
2 指導員は、非常勤とする。 
（秘密を守る義務等） 

第五条 指導員及び指導員であつた者は、国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）
の定めるところにより、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 

2 指導員は、その地位を利用して、特定の個人若しくは団体の利益を図り、又は紛争に介
入すること、その他その信用を傷つける行為をしてはならない。 
（その他の事項） 

第六条 この訓令に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、労働省労働基準局長
が定める。 

附 則 
（施行期日） 

1 この訓令は、昭和四十一年一月一日から施行する。 
（安全指導員規程の廃止） 

2 安全指導員規程（昭和三十四年労働省訓令第二号）（以下「旧規程」という。）は、廃
止する。 
（経過措置） 
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3 この訓令の施行の際現に旧規程による安全指導員である者は、その施行の日において、
当該日の前日に所属していた都道府県労働基準局の指導員になるものとし、その任期は、
第四条第一項の規定にかかわらず、第二条の規定により、当該都道府県労働基準局の指
導員がこの訓令の施行後最初に任命されるまでの間とする。 

4 この訓令の施行の日から昭和四十一年三月三十一日までの間に任命される指導員の任
期は、第四条第一項の規定にかかわらず、四月以上一年三月をこえない範囲内において、
各指導員につき労働大臣が定める。 

 
資料 4 労働者災害補償保険の全面的移管について（厚生省労働基準局監督課，昭和 22 年） 
（松本岩吉『労働基準法が世に出るまで』（労務行政研究所，昭和 56 年 2 月）275～279
頁から転載） 

◎労働者災害補償保険の全面的移管について 
理 論 上 の 問 題 

一、労働者災害補償保険は憲法第二十七条に基いて規定された労働条件を保険化したもの
であって、憲法第二十五条に言う社会保障を目的とする他の社会保険とは根本的に異な
る。 

二、従って疾病、老齢その他人間不可避の事故について一般国民を対象とする社会保険法
が制定される場合においても、これと、企業経営の責任上、当然の義務として労働者の
災害を賠償せんとする労働者災害補償保険は性質上峻別すべきものである。 

三、社会保障法が実施されている英米に徴しても、労働者災害補償保険法はこれを峻別さ
れ別個に取扱われている。 

実際上の問題 一、積極的理由 
一、健康保険は点数計算制の保険であって、その給付額は実際の治療分の三分の一程度に
しか相当せぬ場合が多いが、労働者災害補償保険は治療費全額負担の保険である。之を
同一保険官署で所管させることは、労働者災害補償保険の治療費の給付内容を低下させ
る危険性がある。 

二、健康保険及年金保険の金銭給付は郵便で請求できるが、労働者災害補償保険の大宗を
なす障害補償の給付に当っては障害等級認定のため、必ず労働者の出頭を必要とする。
全国に亘り県庁の外僅かに四十一ヵ所の出張所しか持たぬ保険官署に比し、都道府県基
準局の外三百三十六ヵ所の組織網を持つ労働基準監督署を利用することは、労働者にと
って遙かに便利である。 

三、労働者災害補償保険行政の中心をなすものは障害等級の認定事務であるが、右の認定
事務は労働者災害補償保険法適用外の事業及び進駐軍労働等に於ける災害補償の認定並
びに労働者災害補償保険法適用事業に於ける労働基準法上の災害補償義務の認定事務と
も統一的に取扱うことが必要であり、且つ、行政の経済化を図る所以でもある。 

四、前掲の認定事務が統一されない場合、労働者災害補償保険法適用事業に於て、保険官
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署の認定と労働基準官署の認定が相違するときは使用者は労働基準官署の認定に従い差
額補償をせねばならぬこととなる。従来の実例に徴し両者の認定は相当に頻発するもの
と考えられるが、その都度災害補償に関し労使の間に紛議が起ることになる。 

五、労働者災害補償行政は作業条件の改善を目的とする産業安全、労働衛生行政と不可分
の関係に立つ。労働者災害補償保険法立案の当時、保険局が自ら安全衛生行政を主管す
るための規定を起草したのもかかる理由によるものであり、右の規定が削除された後に
於て現在尚、その予算に於て安全衛生指導行政費を計上しているのも右の事情を裏書き
するものである。国は一般会計に於て多額の予算を安全衛生行政のために計上している
が、租税と同じく強制力を以て国民より掛金を徴収する保険が安全衛生について二重行
政を行うため多額の予算を計上しているのは、国家の財政的損失であるのみでなく行政
の紛淆を来すものである。 

実際上の問題 二、消極的理由 
一、労働者災害補償保険の保険料徴収技術は、月々労働者の俸給より保険料を徴収する健
康保険、年金保険及び失業保険と異り、一年に一回（最大の場合一年三回）使用者より
概算払いで一括して徴収するので、その徴収事務は極めて簡単であり之を他の保険と形
式的に統一して保険官署に所管させる必要はない。 

二、健康保険はその治療費について点数計算制をとり、之に基き医師会と契約を結んでい
るので、その限度で医療行政と深い関係を持つが、労働者災害補償保険の治療費は実費
主義であるから、如何なる医療機関を利用するにしても之に現実の治療費を支払へばそ
れで問題は解決するのであって、医療行政とは本質的に何の関係も持たない。 

三、労働者災害補償保険を健康保険より分離した場合、業務外の一元的認定が不可能にな
り労働者の保護に欠けるところがあると言う議論があるが、国の法律で業務上の負傷疾
病を定めるのは労働基準法のみであり、労働基準法で業務上と認定されたもの以外は当
然業務外として取扱わるべきものであって、健康保険がかかる場合にこれを業務上なり
として給付を拒むならばそれは違法の措置である。 

歴 史 的 な 事 情 
一、現行の労働者災害補償保険は、昭和六年制定当時より昭和十三年迄中央に於ては、保
険行政の一部門としてではなく、労働行政の一部門として所管されてきた。厚生省設立
に当り保険行政統一の名の下に、中央は保険院に移管されたのであるが地方庁に於ては
その後も引続き今次戦争に至る迄労働行政の一部門として取扱われて来た。保険行政統
一の原則が、その後簡易生命保険の分離等によって破棄されたとき、労働行政は戦時中
の沈滞期に在ったため労働者災害補償保険は今日迄労働行政に復帰しなかったものであ
る。 

二、工場法、鑛業法の下では、労働者が社会保険の被保険者である場合に於ては、使用者
は之等の労働法規の規定する災害補償義務を全免されることになり、労働法規はその限
度で機能を失うことになっていた。然し、労働法規がその機能を喪失したにも拘らず、
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之を代行すべき社会保険は制度的にも運用上も極めて不十分であって労働者は多年に亘
り労働法規が保証するその権利を侵害されて来た。新しい労働者災害補償保険法が制定
されたのはかかる事情に基くものである。 

輿 論 
一、労働者災害補償保険と労働行政の一元的運営は労働者、使用者双方の一致せる意見で
あり、之に対し、労働者災害補償保険を他の社会保険と一元的に運用すべしと言うのは、
保険行政に関係する現役及び退役の官吏並びに社会保険制度審議会をめぐる一部の関係
者のみである。 
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1 昭和 47 年 9月 18 日付け発基第 91 号「労働安全衛生法の施行について」（https://www.
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p/about_danjo/law/kihon/chikujyou11.html） 
4 田島信威『最新 法令用語の基礎知識【三訂版】』（ぎょうせい，2005年）288 頁 
5 小学館『精選版日本国語大辞典』の「整備」の項 
6 労働省労働基準局『労働衛生のしおり 平成 11 年度』（中央労働災害防止協会，1999年）
234 頁 
7 労働省労働基準局『労働衛生のしおり 昭和 56 年度』（中央労働災害防止協会，1981年）
193-194 頁 
8 小学館『デジタル大辞林』の「金融」の項。 
9 財務省ウェブサイト「財政投融資とは―財政政策としての財政投融資」（https://www.
mof.go.jp/policy/filp/summary/what_is_filp/index.htm）を参照（2021 年 9月 21 日閲覧）。 
10 半田有通氏（元厚生労働省労働基準局安全衛生部長，昭和 58 年労働省入省，平成 26 年
7 月 11 日退職）への電子メールでの問合せに対する回答（令和 3 年 6月 16日）による。 
11 畠中信夫氏（元中央労働委員会事務局次長，昭和 43 年労働省入省，労働安全衛生法案作
成に従事，元白鴎大学法学部教授）への電話での問合せ結果（令和 3 年 10 月 25 日）によ
る。 
12 事業仕分けにおける厚生労働省の行政事業レビューシートにおいて、委託事業の根拠条
文として、労働安全衛生法第 106 条第 1 項が記載されている（中央労働災害防止協会に委
託する安全衛生情報センター運営等事業 https://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/h22_gyo
usei_review_sheet/pdf/0937.pdf など）。 
13 事業仕分けにおける厚生労働省の行政事業レビューシートにおいて、労災保険料財源に
よる安全衛生情報センター運営等事業の根拠条文として、労働安全衛生法第 106 条第 1 項
が記載されている（https://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/h22_gyousei_review_sheet/pdf
/0937.pdf など）。 
14 野澤英児氏（元福岡労働局長，平成 30 年 7 月 31 日退職）への ZOOM によるインタビ
ュー（令和 3年 9 月 11 日）による。 
15 International Labour Organization－ILO 駐日事務所「ILO と日本－小史」（https://w
ww.ilo.org/tokyo/ilo-japan/history/lang--ja/index.htm） 
16 International Labour Organization－ILO 駐日事務所－1923 年の労働監督勧告（第 20
号）（https://www.ilo.org/tokyo/standards/list-of-recommendations/WCMS_239341/lang-
-ja/index.htm） 
17 International Labour Organization－ILO 駐日事務所－1929 年の産業災害予防勧告（第
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31 号）（https://www.ilo.org/tokyo/standards/list-of-recommendations/WCMS_239330/la
ng--ja/index.htm） 
18 International Labour Organization－A Guide for Labour Inspectors (Part I)（https:/
/www.ilo.org/labadmin/info/WCMS_111289/lang--en/index.htm） 
19 International Labour Organization－ILO 駐日事務所－1981 年の職業上の安全及び健康
に関する条約（第 155 号）（https://www.ilo.org/tokyo/standards/list-of-conventions/WC
MS_239024/lang--ja/index.htm） 
20 International Labour Organization－ILO 駐日事務所－1981 年の職業上の安全及び健康
に関する勧告（第 164 号）（https://www.ilo.org/tokyo/standards/list-of-recommendations
/WCMS_239197/lang--ja/index.htm） 
21 中央労働災害防止協会編『労働安全運動史―安全専一から 100 年』（2011 年）。なお、
類似書として、中央労働災害防止協会編『日本の安全衛生運動―五〇年の回顧と展望―』
（1971 年）、中央労働災害防止協会編『安全衛生運動史―労働保護から快適職場への七〇
年―』（1984年）がある。 
22 堀口良一『安全第一の誕生―安全運動の社会史 増補改訂版』（不二出版，2015 年）。
同書序章の冒頭文によれば、「本書は、近代日本における安全運動の誕生過程について、
その思想と活動を蒲生俊文（一八八三～一九六六年）に焦点をあてて解明することを課題
とする」。 
23 堀口良一『安全第一の誕生―安全運動の社会史 増補改訂版』（不二出版，2015 年）3-4
頁 
24 内田嘉吉は、1866 年 10 月江戸生まれ、1884 年 7 月東京外国語学校独逸語科卒業、189
1 年 7月帝国大学法科大学法律学科卒業、同年 8月逓信省入省、海事行政に従事、逓信次官、
貴族院議員等を歴任、米国滞在中に安全第一運動を知り、帰国後普及に尽力する（堀口良
一『安全第一の誕生―安全運動の社会史 増補改訂版』（不二出版，2015 年）68-69 頁参照）。 
25 堀口良一『安全第一の誕生―安全運動の社会史 増補改訂版』（不二出版，2015 年）60-
61 頁 
26 堀口良一『安全第一の誕生―安全運動の社会史 増補改訂版』（不二出版，2015 年）126
-127 頁 
27 堀口良一『安全第一の誕生―安全運動の社会史 増補改訂版』（不二出版，2015 年）127
頁 
28 堀口良一『安全第一の誕生―安全運動の社会史 増補改訂版』（不二出版，2015 年）128
-131 頁 
29 中央労働災害防止協会『労働安全運動史―安全専一から 100 年』（2011 年）196 頁 
30 社団法人日本ボイラ協会『五十年の歩み』（1996 年）13 頁 
31 工場法戰時特例等廢止ノ件（昭和 20年 10 月 24日勅令第 600 號）（昭和 20 年 10月 24
日官報第 5636 號 https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2962140/2） 
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32 労務用物資対策に関する件（1946 年 11 月 29 日閣議決定 https://rnavi.ndl.go.jp/politics
/entry/bib00764.php） 
33 寺本廣作『勞働基準法解説』（時事通信社，1948 年）（日本立法資料全集別巻 46 信山
社）130-131 頁 
34 寺本廣作『ある官僚の生涯』（㈱制作センター，1976 年，非売品）96-97 頁によると、
「人たるに値する生活」は、当時厚生省労政局労働保護課長として労働基準法案の起草を
主導した寺本廣作がヴァイマル憲法第 151 条第 1項から取った表現とのことである。 
35 厚生労働省労働基準局『労働法コンメンタール③ 平成 22 年版 労働基準法 下』（労務
行政，2011 年）1002 頁 
36 労働省労働基準局『労働法コンメンタール 3 改訂新版 労働基準法 下』（労務行政研究
所，1969年）1052 頁 
37 中央労働基準審議会「労働基準法の改正に関する答申並びに建議」（1952 年） 
38 1953 年 9月 1日付公報号外第 28 号，沖縄県公文書館ウェブサイトから（https://www3.
archives.pref.okinawa.jp/GRI/searchs/img/kouhou//R-1953-09-01-G.pdf） 
39 弁護士山中理司のブログ－労働基準監督官執務規範開示請求結果（https://yamanaka-be
ngoshi.jp/wp-content/uploads/2020/02/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%
BA%96%E7%9B%A3%E7%9D%A3%E5%AE%98%E5%9F%B7%E5%8B%99%E8%A6%
8F%E7%AF%84.pdf） 
40 労働省編『労働行政史第 2巻』（労働法令協会，1969 年）780 頁によれば「執務規範の
冒頭に、監督官の使命は労働基準法が遵守されているかどうかの監督にあり、それと同時
に労働保護法令の周知徹底と自己の専門的技術、知識経験を生かした労使双方に対する勧
告助言が重要な使命であることを明らかにした…」とのことである。 
41 労働基準監督官行動規範（厚生労働省ウェブサイト：労働基準監督署における中小企業
事業主に対する相談支援 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03141.html，令和 3 年 10
月 7日閲覧）は次のとおり。 
労働基準監督官行動規範 
（基本的使命） 

1. 私たち労働基準監督機関は、労働条件の最低基準を定める労働基準法や労働安全衛生法等の労働基
準関係法令（以下、法令という。）に基づき、働く方の労働条件の確保・改善を図ることで、社会・
経済を発展させ、国民の皆さまに貢献することを目指します。 

（法令のわかりやすい説明） 
2. 労働基準監督官（以下、監督官という。）は、事業主の方や働く方に、法令の趣旨や内容を十分に

理解していただけるよう、できる限りわかりやすい説明に努めます。 
（事業主の方による自主的改善の促進） 

3. 監督官は、法令違反があった場合は、違反の内容や是正の必要性を丁寧に説明することにより、事
業主の方による自主的な改善を促します。また、法令違反の是正に取り組む事業主の方の希望に応
じ、きめ細やかな情報提供や具体的な取組方法についてのアドバイスなどの支援に努めます。 

（公平・公正かつ斉一的な対応） 
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4. 監督官は、事業主の方や働く方の御事情を正確に把握し、かつ、これを的確に考慮しつつ、法令に

基づく職務を公平・公正かつ斉一的に遂行します。 
（中小企業等の事情に配慮した対応） 

5. 監督官は、中小企業等の事業主の方に対しては、その法令に関する知識や労務管理体制の状況を十
分に把握、理解しつつ、きめ細やかな相談・支援を通じた法令の趣旨・内容の理解の促進等に努め
ます。また、中小企業等に法令違反があった場合には、その労働時間の動向、人材の確保の状況、
取引の実態その他の事情を踏まえて、事業主の方による自主的な改善を促します。 

42 労働省「産業災害を減少させよう「臨時産業災害防止懇談会」の意見書」（昭和 33 年 1
2 月 11 日（木曜日）付け官報資料版第 9593号） 
43 国会会議録検索システム・第 91 回国会衆議院社会労働委員会第 14 号昭和 55 年 4 月 22
日，日本社会党安田修三衆議院議員に対する津澤健一労働省労働基準局安全衛生部長の答
弁（https://kokkai.ndl.go.jp/txt/109104410X01419800422/42） 
44 平成 22 年 6 月 28 日第 14 回厚生労働省省内事業仕分け（議事録 https://www.mhlw.go.j
p/jigyo_shiwake/dl/giji-14.pdf，仕分け評決結果 https://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/dl
/14-2e.pdf） 
45 2010 年 9月 15 日第 41 回労働政策審議会安全衛生分科会議事録（https://www.mhlw.go.
jp/stf/shingi/2r9852000000v05o.html） 
46 平成 22 年 12 月 27 日付け基発 1227 第 4号「都道府県労働局安全衛生労使専門家会議の
設置について」（http://www.joshrc.org/files2010/20101227-003.pdf），開催事情について、
岡山労働局ウェブサイト「平成 28 年度 岡山労働局安全衛生労使専門家会議を開催しまし
た（平成 29 年 2月 10日）」（https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/hourei_seid
o_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_seido/roiusikaigi.html） 
47 例えば令和 5 年度に実施される労働基準監督官採用試験は、平成 5 年（1993 年）4 月 2
日以降に生まれた者しか受験できない。このように、満 30 歳の誕生日を実施年の 4月 2 日
以降に迎える者しか受験できない年齢制限がある。ただし、変更されることもあるので、
具体的な受験資格（年齢制限）については各年の官報、パンフレット等で確認されたい。 
48 三柴丈典「リスクアセスメントを核とした諸外国の労働安全衛生制度の背景・特徴・効
果とわが国への適応可能性に関する調査研究」（H26-労働-一般-001，2016 年）（https://
mhlw-grants.niph.go.jp/project/26210，文献番号 201621001B）分担研究報告書「イギリス
のリスクアセスメント法」3.1.2（156 頁） 
49 租税特別措置法第十条及び第四十二条の規定の適用を受ける機械その他の設備又は船舶
及び期間を指定する件（昭和三十二年大蔵省告示第二百三十四号）（昭和 32 年 10 月 31 日
官報号外第 71 号） 
50 租税特別措置法第十条の二第一項及び第六十六条の五第一項の規定の適用を受ける機械
その他の減価償却資産を指定する件（昭和五十三年三月三十一日大蔵省告示第三十六号）
（昭和 53 年 3月 31日官報号外第 27 号） 
51 国税庁ウェブサイト「中小企業者等が取得をした働き方改革に資する減価償却資産の中
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小企業経営強化税制（租税特別措置法第 42 条の 12 の 4）の適用について」（https://www.
nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/16.htm，令和 3年 11月 3 日 22:14 閲覧） 
52 国民金融公庫『国民金融公庫五十年史』（1999年）123-125 頁 
53 国民金融公庫『国民金融公庫五十年史』（1999年）132-133 頁 
54 中小企業金融公庫編『中小企業金融公庫三十年史』（1984年）127-128 頁 
55 中小企業金融公庫編『中小企業金融公庫三十年史』（1984年）246-247 頁 
56 平成 7年 3月 22 日付け基発第 137 号「中小企業安全衛生活動促進事業助成制度の推進に
ついて」（https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-36/hor1-36-5-1-0.htm） 
57 中央労働災害防止協会発行の『労働衛生のしおり』では、その平成 12 年度版まで中小企
業安全衛生活動促進事業助成制度の記事があり、平成 13 年度以降の版にはその記事が無い
ため、平成 12 年度頃に廃止されたと思われる。 
58 平成 11 年 4月 1日付け基発第 220 号「小規模事業場等団体安全衛生活動援助事業の実施
について」（https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-40/hor1-40-33-1-0.htm） 
59 奈良労働局「安全衛生に係る事業廃止等のお知らせ」（https://jsite.mhlw.go.jp/nara-ro
udoukyoku/library/nara-roudoukyoku/00topics/h230107topics-zigyouhaisi.pdf，令和 3年 1
0 月 31 日午前 3 時 16 分閲覧） 
60 平成 13 年 3月 30 日付け基発第 213 号「職場改善用機器等整備事業について」（https:/
/www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-42/hor1-42-33-1-0.htm） 
61 平成 22 年 3月 31 日付け基発 0331 第 1号「職場改善用機器等整備事業の廃止について」
（http://www.joshrc.org/files2009/20100331-002.pdf） 
62 既存不適合機械等更新支援補助金（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03667.html，
令和 3 年 10 月 31 日午前 3 時 31 分閲覧） 
63 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格等の一部を改正する告示（平成 3
0 年 2月 26 日厚生労働省告示第 33 号，同 3月 1日適用）。 
64 行政簡素化實施ノ爲ニスル厚生省官制中改正ノ件（昭和 17 年 11 月 1日勅令第 760 號）
（https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2961246/24） 
65 当時、厚生省大臣官房総務課長として労働省の設立準備委員となり、労働省設置ととも
に労働省大臣官房総務課長となった齋藤邦吉の回想によると、労働省の設置に際し、健康
保険と厚生年金保険についても、「日本政府部内においては、労働者に関する問題として、
労働省の所管にすべきであるとの意見が大勢を占めておりました。ところが、GHQ の社会
保障と衛生関係を担当する局長サモス氏が、健康保険等は医療問題として切り離すことは
できないという強い主張を出したため、これは割合い早く厚生省の所管とすることが決定
しました。」（労働新聞社出版部『目で見る労働行政 25 年史』（労働新聞社，1972 年）1
04-105 頁）とのことであった。 
66 労働省設置法の施行期日を定める政令（昭和 22年 8月 31 日政令第 169 号），労働基準
法の一部の施行期日を定める政令（昭和 22 年 8 月 31 日政令第 170 号），労働者災害補償
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保険法の施行期日を定める政令（昭和 22 年 8 月 31 日政令第 171 号） 
67 寺本廣作『ある官僚の生涯』（㈱制作センター，1976 年，非売品）100-102 頁 
68 松本岩吉『労働基準法が世に出るまで』（労務行政研究所，1981 年）273-288 頁（279-
281 頁に「寺本先生 30 周年講演速記より」との引用あり。） 
69 寺本廣作の自伝『ある官僚の生涯』（㈱制作センター，1976年，非売品）末尾の著者略
歴によると、明治 40 年 8 月 29 日生まれ、昭和 7 年 3 月東京帝国大学法学部卒業、昭和 7
年 5月内務省入省（初任は高知県属）、昭和 20年 10 月厚生省労政局管理課長、昭和 21 年
3 月厚生省労政局労働保護課長兼中央労働委員会幹事、昭和 22 年 5 月厚生省労働基準局監
督課長兼鉱山課長、昭和 22 年 9 月労働省労働基準局監督課長、昭和 23 年 6 月労働省労働
基準局長、昭和 25 年 7 月労働事務次官、昭和 28 年 3 月労働事務次官辞任。その後参議院
議員、熊本県知事等を歴任。 
70 松本岩吉『労働基準法が世に出るまで』（労務行政研究所，1981 年）中「特別資料 労
働基準行政の今昔 寺本廣作（昭和 52年 9月 1 日滋賀県大津市で開催された「労働基準法・
労働者災害補償保険法施行 30 周年記念大会における寺本廣作の講演速記の全文）」327-33
1 頁 
71 衆議院議員斎藤邦吉「労働省設置当時の思い出」（労働新聞社出版部『目で見る労働行
政 25 年史』（労働新聞社，1972 年）104-105頁） 
72 厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課編『労働法コンメンタール⑤ 六訂新版 労
働者災害補償保険法』（労務行政，2005 年）57頁 
73 労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令（昭和 56
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施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について」記の
二（https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb1904&dataType=1） 
74 平成 12 年 12 月 1 日閣議決定「行政改革大綱」（https://www.gyoukaku.go.jp/about/tai
ko.html） 
75 特殊法人等改革基本法（平成 13 年法律第 58 号）（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/to
kusyu/hourei/kihonhou.html） 
76 平成 13 年 12 月 18 日付け行政改革推進事務局「特殊法人等整理合理化計画」（https://
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77 平成 17 年 12 月 24 日閣議決定「行政改革の重要方針」（https://www.kantei.go.jp/jp/si
ngi/gyokaku/kettei/051224housin.pdf） 
78 労働福祉事業見直し検討会開催要綱（https://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/dl/s1019
-6as.pdf）（平成 18年 10月 19 日第 22回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会配布
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79 平成 18 年 8 月労働福祉事業見直し検討会「労働福祉事業の見直しについて」（https://
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－2346－



分担研究報告書（森山誠也） 

2347 
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82 内閣府ウェブサイト「行政刷新」（https://www.cao.go.jp/gyouseisasshin/） 
83 行政刷新会議の事業仕分け：詳細と評価結果（平成 22 年 10 月 27 日水曜日，A－5：労
働保険特別会計(1)労災勘定(2)雇用勘定(3)徴収勘定）（https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndlj
p/pid/9283589/www.cao.go.jp/sasshin/shiwake3/details/2010-10-27.html），当該議事録（h
ttps://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9283589/www.cao.go.jp/sasshin/shiwake3/details/
pdf/1027/gijigaiyo/a-5.pdf），当該動画（https://www.youtube.com/watch?v=fzPTWhtWR
WI） 
84 平成 22 年 10 月 27 日の事業仕分けによる評価結果（https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndlj
p/pid/9283589/www.cao.go.jp/sasshin/shiwake3/details/pdf/1027/kekka/A5.pdf） 
85 第 176 回国会参議院本会議第 11 号（平成 22 年 11 月 27 日）質問主意書及び答弁書（官
報（号外）7～8 頁）（https://kokkai.ndl.go.jp/#/detailPDF?minId=117615254X01120101
127&page=8&spkNum=16&current=17） 
86 社会復帰促進等事業に関する検討会（平成 23 年から）（https://www.mhlw.go.jp/stf/sh
ingi/other-roudou_128811.html） 
87 総務庁「労働者災害補償保険事業に関する行政監察結果に基づく勧告」（平成 11 年 12
月）（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/rousai_kankoku.htm） 
88 正確には、政府が事業主から納付を受けた労働保険料のうち、労災保険料率に係る部分
をいうが、この部分を便宜上「労災保険料」と呼ぶことがある（なお、労働保険料は、（労
働保険料）＝（賃金総額）×労働保険料率（労災保険率＋雇用保険率）で一括計算・納付
される）。労災勘定は、労災保険料を主たる財源とするが、一般会計からの国庫補助も部
分的に行われており、労災保険料とイコールではない。 
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（図について財務省ウェブサイト https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/special_acc
ount/fy2018/7roudouhokenntokkai.pdf参照） 
89 藤本武「労災補償法と労働安全」（社会保障研究所『季刊社会保障研究』Vol.5, No.3，1
969 年）12頁の I の⑴ 
90 明治 41 年 8 月第一機関汽罐保険株式会社設立、昭和 5 年 11 月第一機罐保険株式会社に
商号変更、昭和 19 年 2 月東京火災海上保険株式会社及び帝国海上火災保険株式会社と合併
して安田火災海上保険株式会社、平成 14 年 7月日産火災海上保険株式会社と合併して株式
会社損害保険ジャパン、その後も合併を経て、平成 26年 9月日本興亜損害保険株式会社と
合併して損害保険ジャパン日本興亜株式会社、令和 2 年 4 月損害保険ジャパン株式会社に
商号変更（https://www.sompo-japan.co.jp/company/history/参照）。 
91 損保ジャパン株式会社ウェブサイト「ボイラー検査 100 周年の概要と歴史」（https://w
ww.sompo-japan.co.jp/hinsurance/risk/property/boiler/100th/，2021 年 11月 3日 14:30閲
覧） 
92 「事業主の共同連帯」という考え方については、行政刷新会議ワーキンググループが行
った平成 22 年 10 月 27日の事業仕分け第 3 弾前半において、清水涼子評価者が労働保険特
別会計により未払賃金立替払事業を行うことを批判したのに対し、金子順一厚生労働省労
働基準局長が「国で、このためだけに新たな保険制度を作るのはいかにも不合理なので、
労災保険の仕組みで事業主の共同連帯でやっていただいているということでございます。」
と答弁している（https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9283589/www.cao.go.jp/sasshin
/shiwake3/details/pdf/1027/gijigaiyo/a-5.pdf，https://www.youtube.com/watch?v=fzPTW
htWRWI&t=5046s）。 
93 例として、経済産業省のウェブサイトで鉱山保安に係るリーフレットがダウンロードで
きるようになっている（鉱山保安情報（リーフレット一覧）https://www.meti.go.jp/policy
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/safety_security/industrial_safety/sangyo/mine/detail/mineinfo.html，2022 年 8 月 24 日閲
覧）。 
94 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構「鉱害防止支援」（http://www.jogmec.g
o.jp/mp_control/） 
95 寺園成章『家内労働法の解説』（労務行政研究所，1981 年）286 頁 
96 平成 31 年３月 28 日基発 0328 第 25 号（令和 2 年 3 月 24 日基発 0324 第７号，令和 3
年 3月 26 日基発 0326 第 11 号改正）「既存不適合機械等更新支援補助金事業実施要領」（h
ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000760236.pdf） 
97 労働調査会出版局編『改訂 5版 労働安全衛生法の詳解―労働安全衛生法の逐条解説』
（労働調査会，2020 年）1026頁 
98 労働省労働基準局安全衛生部編『実務に役立つ労働安全衛生法』（中央労働災害防止協
会，1993年）547 頁 
99 中央労働災害防止協会『労働安全運動史―安全専一から 100 年』（2011 年）122～123
頁 
100 経緯については、堀口良一『安全第一の誕生―安全運動の社会史〔増補改訂版〕』（不
二出版，2015 年），中央労働災害防止協会『労働安全運動史―安全専一から 100 年』（20
11 年）に詳しい。 
101 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所－沿革（https://www.jniosh.
johas.go.jp/about/history.html，令和 5 年 2 月 28 日閲覧） 
102 博物館法の一部を改正する法律（昭和 30 年 7 月 22 日法律第 81 号）により加えられた
当時の第 29 条は、次のとおり（昭和 30 年 7月 22日官報第 8566 号）。 
博物館法（昭和二十六年十二月一日法律第二百八十五号） 

第五章 雑則 
（博物館に相当する施設） 

第二十九条 博物館の事業に類する事業を行う施設で、文部大臣が、文部省令で定めると
ころにより、博物館に相当する施設として指定したものについては、第七条及び第九条
の規定を準用する。 

 
103 これからの博物館の在り方に関する検討協力者会議「新しい時代の博物館制度の在り方
について（中間まとめ）」（2007 年 3月）（https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chou
sa/shougai/014/toushin/07051101.pdf）8頁 
104 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業（WARP）－行政刷新会議－事業仕分
け詳細と評価結果－2010 年 5月 21 日（https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9283589/
www.cao.go.jp/sasshin/shiwake/detail/2010-05-21.html）－B-33：中央労働災害防止協会－
議事概要（https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9283589/www.cao.go.jp/sasshin/shiwa
ke/detail/gijiroku/b-33.pdf），評価者名簿（https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9283
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589/www.cao.go.jp/sasshin/data/files/63dec4ad-2deb-3b38-2902-4bd128117723.pdf），行
政刷新会議「事業仕分け第２弾」（後半）評価結果一覧（https://warp.da.ndl.go.jp/info:nd
ljp/pid/9283589/www.cao.go.jp/sasshin/data/files/d3694976-66f0-5d8e-48a7-4bf6cba807
45.pdf） 
105 中央労働災害防止協会－あんぜんミュージアム&シアター「産業安全技術館、大阪産業
安全技術館及びシアター（東京・大阪）の運営終了のお知らせ」（https://www.jaish.gr.jp/
museum/japanese/end.html，令和 5年 2 月 28 日閲覧） 
106 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所－日立造船株式会社からの
寄附により設置された大阪産業安全博物館（https://www.jniosh.johas.go.jp/publication/ma
il_mag/2010/27-1.html，令和 5 年 2月 28 日閲覧） 
107 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所－研究所概要（https://www.
jniosh.johas.go.jp/about/laboratory.html）の研究所案内パンフレット（https://www.jniosh.
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正規定を含む）の施行期日は昭和 31 年 8 月 1 日、労働者災害補償保険法等の一部を改正す
る法律（昭和 51 年 5 月 27 日法律第 32 号）附則第 29 条（労働衛生研究所を産業医学総合
研究所に改める規定）の施行期日は昭和 52 年 4 月 1日、独立行政法人産業安全研究所法（平
成 11 年 12 月 22 日法律第 181 号）及び独立行政法人産業医学総合研究所法（平成 11 年 1
2 月 22 日法律第 182 号）の施行期日は平成 13 年 1月 6日であった。 
108 昭和 53 年 2 月 10 日付け基発第 77 号「労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する
法律及び労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行について」（https://www.mhl
w.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2045&dataType=1） 
109 労働大臣官房国際労働課編『改訂和英労働用語辞典』（日刊労働通信社，1997 年） 
110 労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律（昭和 52 年 7 月 1 日法律第 76 号）
の法案作成に従事した唐澤正義氏（昭和 41 年労働省入省，化学物質の有害性調査制度の創
設等に従事，労働省労働基準局安全衛生部化学物質調査課長、福岡労働基準局長，公益社
団法人ボイラ・クレーン安全協会会長等を歴任）へのメールでの問合せ結果（2021 年 10
月 28 日）による。 
111 労働調査会出版局編『改訂 5 版 労働安全衛生法の詳解―労働安全衛生法の逐条解説』
（労働調査会，2020 年）1029頁 
112 国会会議録検索システム・第 80 回国会参議院社会労働委員会第 13 号昭和 52 年 6 月 9
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日に自由民主党佐々木満参議院議員による修正案が可決された（https://kokkai.ndl.go.jp/t
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準局長の答弁（https://kokkai.ndl.go.jp/txt/108014410X01319770609/4） 
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厚厚生生労労働働行行政政推推進進調調査査事事業業費費補補助助金金  
（（政政策策科科学学総総合合研研究究事事業業（（政政策策科科学学推推進進研研究究事事業業））））  
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研究要旨 
労働安全衛生法第 10 章「雑則」のうち第 109 条から第 115 条では、第 109 条が国と

地方公共団体との連携について、第 110 条では許可等の条件について、第 111 条では性

能検査等についての審査請求の制限について、第 112 条では手数料の納付について、第

112 条の 2 では厚生労働大臣の公示について、第 113 条では経過措置について、第 114
条では鉱山に関する特例について、第 115 条では適用の除外についてそれぞれ規定して

いる。 
 
 
Ａ．研究目的 
本研究事業全体の目的は、以下の 3 点に

ある。 
①時代状況の変化に応じた法改正の方向

性を展望すること。 
②安衛法を関係技術者以外（文系学部出

身の事務系社員等）に浸透させ、社会一般

への普及を図ること。 
③安衛法に関する学問体系、安衛法研究

のための人と情報の交流のプラットフォー

ムを形成すること。 
そのため、条文の起源（立法趣旨、基礎

となった災害例、前身）と運用（関係判例、

適用の実際）、主な関係令等（関係政省令、

規則、通達等）を、できる限り図式化して

示すと共に、現代的な課題や法解釈学的な

論点に関する検討結果を記した体系書を発

刊すること。 
 
 
本分担研究の目的は、附則を除き 123 条

ある安衛法のうち第 109 条から第 115 条

（以下、「対象条文」という。）について、

その課題を果たすことにある。 
 
Ｂ．研究方法 
安全衛生に詳しい元労働基準監督官から、

現行安衛法の体系に関する解説と安衛法本

体の条文に紐付く政省令の選定を受けたう

えで、法学・行政学を専門とする分担研究

者が、各自、解説書、専門誌に掲載された

学術論文や記事、政府発表資料等の第 1 次

文献のレビューを行って執筆した文案を研

究班会議で報告し、現行安衛法や改正法の

起案に関わった畠中信夫元白鴎大学教授、

唐澤正義氏ら班員らからの指摘やアドバイ
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スを得て洗練させた。 
 
Ｃ．研究結果 
１．第 109 条 
１．１ 条文 
（地方公共団体との連携） 
第百九条 国は、労働災害の防止のための

施策を進めるに当たつては、地方公共団体

の立場を尊重し、これと密接に連絡し、そ

の理解と協力を求めなければならない。 
 
１．２ 趣旨・内容 
１．２．１ 趣旨 
 法第 109 条では、労働災害防止の施策に

関する国と地方公共団体との連携について、

国のとるべき基本姿勢を規定している 1。 
 
１．２．２ 内容 
 労働災害の防止に関する施策は一義的に

国の役割として総合的・計画的に取り組ま

れるべきものであるが、地方公共団体にお

いても地域に暮らす住民である労働者の安

全と健康の確保、福祉の向上等の観点から

労働災害の防止に配慮した施策を展開する

必要がある。また、都市型産業災害（Urban 
Industrial Disasters）2のように地域住民

に広く被害を及ぼす場合などでは、労働災

害防止対策と地方公共団体の災害防止対策

が密接な関連を持つことになる 3。 
そのため法第 109 条では、国が労働災害

を防止するための施策を推進するに当たり、

地域の実情を踏まえたうえで地方公共団体

の立場を積極的に理解し十分配慮すること

を要請する規定を設けている 4。 
国と地方公共団体との連携の例として、

建設工事関係者連絡会議があげられる。こ

れは、建設業において工事を施工する建設

事業者だけではなく発注機関が工事の安全

衛生により配慮した発注条件で発注を行う

ことや、発注者、施工者、労働災害防止行

政関係者が緊密に連携して労働災害防止対

策を進めていくために、国の発注機関や都

道府県、市町村等の地方公共団体の公共工

事担当部署を含め、都道府県を単位として

建設工事関係者連絡会議（以下「連絡会議」

という。）を設置し、建設工事における労

働災害の減少を図るものである 5。連絡会議

の事務局は都道府県労働局が担うこととさ

れている。また、都道府県単位の連絡会議

のほか、必要に応じて労働基準監督署の管

轄等の単位での連絡会議の設置も行われる。

また、石油コンビナート等に係る災害防止

に関し、都道府県労働局や労働基準監督署

において、石油コンビナート等防災本部及

び幹事会への参画、県・防災本部の主催す

る防災訓練への参加等、防災本部の取組み

を通じて関係機関との連携を図っている 6

ほか、建設業附属寄宿舎において防火対策

等がとられていないものについて消防機関

に通報することとされている 7など、消防機

関との連携は比較的とられているようであ

る。 
地方公務員の労働基準監督機関である地

方公共団体の人事委員会等について、上記

のような関係機関との会議などの連携の例

は確認できなかった。（なお、都道府県労

働委員会に対しては、個別労働紛争解決制

度機関や集団的労使紛争の調整機関として、

都道府県労働局や中央労働委員会と情報交

換や研修などが行われている 8。） 
 
２．第 110 条 
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２．１ 条文 
（許可等の条件） 
第百十条 この法律の規定による許可、免

許、指定又は登録（第五十四条の三第一項

又は第八十四条第一項の規定による登録に

限る。次項において同じ。）には、条件を

付し、及びこれを変更することができる。 
２ 前項の条件は、当該許可、免許、指定

又は登録に係る事項の確実な実施を図るた

め必要な最少限度のものに限り、かつ、当

該許可、免許、指定又は登録を受ける者に

不当な義務を課することとなるものであつ

てはならない。 
 
２．２ 趣旨・内容 
２．２．１ 趣旨 
 法第 110 条は、労働安全衛生法の規定に

基づく許認可等の行政処分に関し、必要最

小限の条件を付すことができることを定め

たものである 9。 
 許可、免許、指定又は登録などの処分は、

一般に国民に対して一定の利益を付与する

ものと解されるが、この行政処分に関して

は、目的の範囲内において一定の条件を付

することが適正な行政運用と恣意的な裁量

を抑制することに資するため、法第 110 条

においてその趣旨を明確化している 10。 
 
２．２．２ 内容 
 法第 110 条第 1 項の「この法律の規定に

よる許可」としては、特定機械等について

の製造の許可（法第 37 条第 1 項）、ジクロ

ルベンジジン等の労働者に重度の健康障害

を生ずるおそれのある有害物についての製

造の許可（法第 56 条第 1 項）があり、また、

「免許」に関しては、衛生管理者の免許（法

第 12 条第 1 項）、作業主任者の免許（法第

14 条）、就業制限業務に係る免許（法第 61
条第 1 項）がある 11。このほか「指定」に

関しては、指定試験機関等の指定（法第 75
条の 2 第 1 項、第 83 条の 2、第 85 条の 2）
があり、「登録」には、検査業者、コンサ

ルタント名簿の登録（法第 54 条の 3 第 1
項）がある 12。 
 なお、法第 110 条が規定する「条件」と

は行政処分の附款としての条件と解され、

許認可等の法効果について法律で規定され

た事項以外の内容を付加したものを指す 13。

実務上広範に用いられる附款は、二者択一

（許認可等の処分を行うか、拒否処分を行

うか）的な硬直性を緩和し、あるいは行政

庁が取り得る措置を予告するなど、状況に

応じた適切な処分を可能にすることを目的

としている 14。この法第 110 条が規定する

「条件」に関しては、必要最小限なものに

限り、かつ、不当な義務を課してはならな

いこととされている 15。 
 
 
３．第 111 条 
３．１ 条文 
（審査請求） 
第百十一条 第三十八条の検査、性能検査、

個別検定又は型式検定の結果についての処

分については、審査請求をすることができ

ない。 
２ 指定試験機関が行う試験事務に係る処

分若しくはその不作為、指定コンサルタン

ト試験機関が行うコンサルタント試験事務

に係る処分若しくはその不作為又は指定登

録機関が行う登録事務に係る処分若しくは

その不作為については、厚生労働大臣に対
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し、審査請求をすることができる。この場

合において、厚生労働大臣は、行政不服審

査法（平成二十六年法律第六十八号）第二

十五条第二項及び第三項、第四十六条第一

項及び第二項、第四十七条並びに第四十九

条第三項の規定の適用については、指定試

験機関、指定コンサルタント試験機関又は

指定登録機関の上級行政庁とみなす。 
 
３．２ 趣旨・内容 
３．２．１ 趣旨 
 法第 111 条は、製造時等検査、性能検査、

個別検定、型式検定、免許試験等の結果に

基づき行われる適否の処分に関し、高度に

専門的・技術的な結果に基づく処分の性格

からみて行政不服審査法による審査請求は

できないこととし、また、指定試験機関が

行う試験事務に関する処分等については、

事案の重要性に鑑みて厚生労働大臣に対し

審査請求をできることとしている 16。 
 
３．２．２ 内容 
 行政不服申立て制度は、行政過程の中に

組み込まれた事後救済手続であり、国民が

行政庁による公権力の行使につき行政機関

に対して不服を申し立てる手続きである 17。

行政不服審査法（行審法）が規定する不服

申立手続の種類は審査請求、再審査の請求、

再審査請求であるが、このうち原則となる

のが審査請求である 18。 
審査請求の対象となるものは行政庁の処

分又は不作為であるが、処分又は不作為で

あっても行審法の適用除外とされるものが

ある 19。この点、行審法第 7 条第 1 項第 11
号では「専ら人の学識技能に関する試験又

は検定の結果についての処分」については

審査請求を行うことができないとしており、

この規定に相応する形で法第 111 条第 1 項

では製造時等検査、性能検査、個別検定、

型式検定、免許試験の結果についての処分

に関しては審査請求をすることができない

ことと規定している 20。検査や検定などの

結果に基づき行われる適否の処分は高度な

専門的・技術的な実測・試験などの結果に

基づく客観的な判定であり、行政不服申立

てを認めた場合においても同様の結果にな

ることが予想されるため、労働安全衛生法

では明文の規定により行政不服審査の適用

を除外している 21。 
 これに対し、指定試験機関及び指定コン

サルタント試験機関が行う試験事務に係る

処分若しくは不作為、指定登録機関が行う

登録事務に処分若しくは不作為に関しては、

これらの機関が行政庁ではないため、厚生

労働大臣に審査請求を行うことができる 22。 
 なお、検査や検定、免許試験の結果に関

する処分に関し、行政事件訴訟法に基づく

行政訴訟を提起することは妨げられない 23。 
 
 
４．第 112 条 
４．１ 条文 
（手数料） 
第百十二条 次の者は、政令で定めるとこ

ろにより、手数料を国（指定試験機関が行

う免許試験を受けようとする者にあつては

指定試験機関、指定コンサルタント試験機

関が行う労働安全コンサルタント試験又は

労働衛生コンサルタント試験を受けようと

する者にあつては指定コンサルタント試験

機関、指定登録機関が行う登録を受けよう

とする者にあつては指定登録機関）に納付
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しなければならない。 
一 免許を受けようとする者 
一の二 第十四条、第六十一条第一項又は

第七十五条第三項の登録の更新を受けよう

とする者 
二 技能講習（登録教習機関が行うものを

除く。）を受けようとする者 
三 第三十七条第一項の許可を受けようと

する者 
四 第三十八条の検査（登録製造時等検査

機関が行うものを除く。）を受けようとす

る者 
四の二 第三十八条第一項、第四十一条第

二項、第四十四条第一項若しくは第四十四

条の二第一項の登録又はその更新を受けよ

うとする者 
五 検査証の再交付又は書替え（登録製造

時等検査機関が行うものを除く。）を受け

ようとする者 
六 性能検査（登録性能検査機関が行うも

のを除く。）を受けようとする者 
七 個別検定（登録個別検定機関が行うも

のを除く。）を受けようとする者 
七の二 型式検定（登録型式検定機関が行

うものを除く。）を受けようとする者 
八 第五十六条第一項の許可を受けようと

する者 
九 第七十二条第一項の免許証の再交付又

は書替えを受けようとする者 
十 免許の有効期間の更新を受けようとす

る者 
十一 免許試験を受けようとする者 
十二 労働安全コンサルタント試験又は労

働衛生コンサルタント試験を受けようとす

る者 
十三 第八十四条第一項の登録を受けよう

とする者 
２ 前項の規定により指定試験機関、指定

コンサルタント試験機関又は指定登録機関

に納められた手数料は、それぞれ、指定試

験機関、指定コンサルタント試験機関又は

指定登録機関の収入とする。 
 
４．２ 趣旨・内容 
４．２．１ 趣旨 
 法第 112 条では、労働安全衛生法の規定

に基づき免許、許可、検査等を受けようと

する者に対し、政令で定める金額を手数料

として納付しなければならないことを定め

ている 24。 
 
４．２．２ 内容 
 以下の者は、労働安全衛生法関係手数料

令（手数料令）で定める手数料を、申請書

又は申込書に手数料の額に相当する額の収

入印紙を貼ること（電子情報処理組織を使

用する場合には現金。指定試験機関、指定

コンサルタント試験機関又は指定登録機関

に納付する場合には試験事務規程などの定

め）により、国（指定試験機関が行う免許

試験を受けようとする場合には指定試験機

関、指定コンサルタント試験機関が行う労

働安全コンサルタント又は労働衛生コンサ

ルタント試験を受けようとする場合には指

定コンサルタント試験機関、指定登録機関

が行う登録を受けようとする場合には指定

登録機関）に納付しなければならない 25。 
①免許を受けようとする者 
②作業主任者、就業制限業務従事者又は教

習機関の登録の更新を受けようとする者 
③技能講習（登録教習機関が行うものを除

く）を受けようとする者 
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④特定機械等の製造の許可を受けようとす

る者 
⑤製造時等検査（登録製造時等検査機関が

行うものを除く）を受けようとする者 
⑥登録製造時等検査機関、登録性能検査機

関、登録個別検定機関若しくは登録型式検

定機関の登録又は更新を受けようとする者 
⑦検査証の再交付又は書換え（登録製造時

等検査機関が行うものを除く）を受けよう

とする者 
⑧性能検査（登録性能検査機関が行うもの

を除く）を受けようとする者 
⑨個別検定（登録個別検定機関が行うもの

を除く）を受けようとする者 
⑩型式検定（登録型式検定機関が行うもの

を除く）を受けようとする者 
⑪製造の許可を受けようとする者 
⑫免許証の再交付又は書換えを受けようと

する者 
⑬免許の更新期間を受けようとする者 
⑭労働安全コンサルタント試験又は労働衛

生コンサルタント試験を受けようとする者 
⑮労働安全コンサルタント又は労働衛生コ

ンサルタントの登録を受けようとする者 
 以上の場合に、指定試験機関、指定コン

サルタント試験機関又は指定登録機関に納

められた手数料は、それぞれ指定試験機関、

指定コンサルタント試験機関又は指定登録

機関の収入となる 26。 
 他の立法例では法律で金額を定めている

ものや法律に最高限度額を規定し具体的な

金額を政令に委任する場合もあるが、労働

安全衛生法では手数料の納付対象が非常に

多く極めて複雑なものになっているため、

政令に全てを委任することとしている 27。 

 また、「手数料」とは国若しくは地方公

共団体又はこれらの機関が他人のために行

う公の役務に対しその報償として徴収する

料金のことを指すものであり、法令上の根

拠なく無制限に徴収することは許されない。 
 なお、手数料は納付された後は返還され

ない（法第 112 条、手数料令）。 
 
 
５．第 112 条の 2 
５．１ 条文 
（公示） 
第百十二条の二 厚生労働大臣は、次の場

合には、厚生労働省令で定めるところによ

り、その旨を官報で告示しなければならな

い。 
一 第三十八条第一項、第四十一条第二項、

第四十四条第一項又は第四十四条の二第一

項の規定による登録をしたとき。 
二 第四十四条の四の規定により型式検定

合格証の効力を失わせたとき。 
三 第四十七条の二又は第四十九条（第五

十三条の三から第五十四条の二までにおい

てこれらの規定を準用する場合を含む。）

の規定による届出があつたとき。 
四 第五十三条第一項（第五十三条の三か

ら第五十四条の二までにおいて準用する場

合を含む。）の規定により登録を取り消し、

又は製造時等検査、性能検査、個別検定若

しくは型式検定の業務の全部若しくは一部

の停止を命じたとき。 
五 第五十三条第二項（第五十三条の三か

ら第五十四条の二までにおいて準用する場

合を含む。）の規定により登録を取り消し

たとき。 
六 第五十三条の二（第五十三条の三から
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第五十四条の二まで及び第七十七条第三項

において準用する場合を含む。）の規定に

より都道府県労働局長、労働基準監督署長

若しくは厚生労働大臣が製造時等検査、性

能検査、個別検定、型式検定若しくは技能

講習の業務の全部若しくは一部を自ら行う

ものとするとき、又は都道府県労働局長、

労働基準監督署長若しくは厚生労働大臣が

自ら行つていた製造時等検査、性能検査、

個別検定、型式検定若しくは技能講習の業

務の全部若しくは一部を行わないものとす

るとき。 
七 第七十五条の二第一項、第八十三条の

二又は第八十五条の二第一項の規定による

指定をしたとき。 
八 第七十五条の十（第八十三条の三及び

第八十五条の三において準用する場合を含

む。）の許可をしたとき。 
九 第七十五条の十一第一項（第八十三条

の三及び第八十五条の三において準用する

場合を含む。）の規定による取消しをした

とき。 
十 第七十五条の十一第二項（第八十三条

の三及び第八十五条の三において準用する

場合を含む。）の規定により指定を取り消

し、又は試験事務若しくはコンサルタント

試験事務の全部若しくは一部若しくは登録

事務の停止を命じたとき。 
十一 第七十五条の十二第一項（第八十三

条の三及び第八十五条の三において準用す

る場合を含む。以下この号において同じ。）

の規定により都道府県労働局長若しくは厚

生労働大臣が試験事務若しくはコンサルタ

ント試験事務の全部若しくは一部若しくは

登録事務を自ら行うものとするとき、又は

同項の規定により都道府県労働局長若しく

は厚生労働大臣が自ら行つていた試験事務

若しくはコンサルタント試験事務の全部若

しくは一部若しくは登録事務を行わないも

のとするとき。 
２ 都道府県労働局長は、次の場合には、

厚生労働省令で定めるところにより、その

旨を公示しなければならない。 
一 第十四条、第六十一条第一項又は第七

十五条第三項の規定による登録をしたと

き。 
二 第七十七条第三項において準用する第

四十七条の二又は第四十九条の規定による

届出があつたとき。 
三 第七十七条第三項において準用する第

五十三条第一項の規定により登録を取り消

し、又は技能講習若しくは教習の業務の全

部若しくは一部の停止を命じたとき。 
 
５．２ 趣旨・内容 
５．２．１ 趣旨 
法第 112 条の 2 では、登録製造時等検査

機関、登録性能検査機関、登録個別検定機

関、登録型式検定機関及び指定試験機関の

登録又は指定、業務又は事務の休廃止の許

可、指定の取消し等を行った場合にその旨

を官報で告示しなければならないことを定

めている 28。 
 
５．２．２ 内容 
 厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関、

登録性能検査機関、登録個別検定機関、登

録型式検定機関の登録をしたときなどには、

その旨を官報で告示する 29。また、都道府

県労働局長は、登録教習機関の登録をした

ときなどには、都道府県労働局の掲示板に

掲示することによりその旨を公示する 30。 
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 この規定は、行政機関が行うべき業務を

代行する機関の指定や業務の動向を広く一

般に周知するために公示することを目的と

している 31。公示する事項に関しては省令

に委ねられており、具体的には登録省令（第

1 条の 11、第 10 条の 3、第 19 条の 2、第

19 条の 12、第 19 条の 38、第 25 条の 3、
第 38 条、第 52 条）、検定則（第 15 条）

で規定されている 32あ。 
 
 
６．第 113 条 
６．１ 条文 
（経過措置） 
第百十三条 この法律の規定に基づき命令

を制定し、又は改廃するときは、その命令

で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要

と判断される範囲内において、所要の経過

措置（罰則に関する経過措置を含む。）を

定めることができる。 
 
６．２ 趣旨・内容 
６．２．１ 趣旨 
 法第 113 条は、労働安全衛生法の規定に

基づく命令の制定、改廃に当たり、合理的

に必要と判断される範囲内において、罰則

に関する経過措置を含む所要の経過措置を

定めることができることを規定している 33。 
 
６．２．２ 内容 
 労働安全衛生法及び同法に基づく政省令

の制定、改廃に際しては経過措置が必要と

なることが多いため、法第 113 条の規定に

基づき、施行令、各規則にそれぞれ所要の

経過措置が規定されている 34。 
 

 
７．第 114 条 
７．１ 条文 
（鉱山に関する特例） 
第百十四条 鉱山保安法（昭和二十四年法

律第七十号）第二条第二項及び第四項の規

定による鉱山における保安（衛生に関する

通気及び災害時の救護を含む。次条第一項

において同じ。）については、第二章中「厚

生労働大臣」とあるのは「経済産業大臣」

と、「労働政策審議会」とあるのは「中央

鉱山保安協議会」とする。 
２ 鉱山保安法第二条第二項及び第四項の

規定による鉱山に関しては、第三章中「総

括安全衛生管理者」とあるのは「総括衛生

管理者」と、「安全衛生推進者」とあるの

は「衛生推進者」とする。 
 
７．２ 趣旨・内容 
７．２．１ 趣旨 
 法第 114 条では、鉱山保安法（昭和 24
年法律第 70 号）の規定による鉱山に関し、

労働安全衛生法の適用に係る特例について

定めている 35。 
 
７．２．２ 内容 
 鉱山に関しては鉱山保安法が保安に関す

る事項を規制しており、次条（法第 115 条）

の規定に基づき第 2 章「労働災害防止計画」

を除き労働安全衛生法は適用されない。 
 鉱山保安法には労働災害防止計画と同様

の趣旨の規定がないため、労働安全衛生法

の規定による労働災害防止計画の策定を行

うことになるが、経済産業省が鉱山におけ

る保安を一元的に所管している現状に鑑み、

鉱山における保安については、労働災害防
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止計画の策定・変更、公表、関係者に対す

る必要な勧告・要請に関する責務を経済産

業大臣、中央鉱山保安協議会に課している

36。 
 また、鉱山保安法における「保安」には

安全に係る事項は原則として含まれるが、

衛生に関する通気を除く労働衛生の事項は

労働安全衛生法の適用となるため、総括安

全衛生管理者を総括衛生管理者に、安全衛

生推進者を衛生推進者と読み替えることと

している 37。 
 
 
８．第 115 条 
８．１ 条文 
（適用除外） 
第百十五条 この法律（第二章の規定を除

く。）は、鉱山保安法第二条第二項及び第

四項の規定による鉱山における保安につい

ては、適用しない。 
２ この法律は、船員法（昭和二十二年法

律第百号）の適用を受ける船員については、

適用しない。 
 
８．２ 趣旨・内容 
８．２．１ 趣旨 
 法第 115 条では、鉱山及び船員に関し労

働安全衛生法の適用に関する特例を定めて

いる 38。 
 
８．２．２ 内容 
 鉱山における保安に関しては鉱山保安法

により安全確保と必要な規制がなされるた

め、労働災害防止計画に関する規定を除き、

労働安全衛生法は適用されない 39。 
 また、船員法（昭和 22 年法律第 100 号）

の適用を受ける船員に関しても、海上労働

の特殊性の観点から労働安全衛生法を適用

せず、船員法をはじめとする別個の法体系

により船員の安全及び衛生を確保すること

とされている 40。 
 
 
９．第 115 条の 2 
９．１ 条文 
（適用除外） 
第百十五条の二 この法律に定めるものの

ほか、この法律の規定の実施に関し必要な

事項は、厚生労働省令で定める。 
 
９．２ 趣旨・内容 
 労働安全衛生法に定めるもののほか法の

規定の実施に必要な事項は、厚生労働省令

で定められる 41。 
 
 
Ｄ．考察 

 
Ｅ．結論 
 
Ｆ．研究発表 

1．論文発表 
 
2．学会発表 

 
Ｇ．知的所有権の取得状況 

1．特許取得 
 

2．実用新案登録 
 

3．その他 
 

－2361－



  分担研究報告書（大藪 俊志） 

10 

 

Ｈ．引用文献 
1） 
2） 
3） 

－2362－



  分担研究報告書（大藪 俊志） 

11 

 

図表がある場合は、これ以降に番号順に貼り付け（１段組） 
 
 
 
 
 

 
1 労務行政研究所編『労働安全衛生法 労働法コンメンタール⑩』（労務行政、2017 年（平

成 29 年））856～857 頁。労働調査会出版局編『労働安全衛生法の詳解‐労働安全衛生法

の逐条解説‐改訂第 5 版』（労働調査会、2020 年（令和 2 年））1030～1031 頁。 
2 都市型産業災害とは都市型災害（urban disasters）と産業災害（industrial disasters）
の両方の特色を有するものであり、「市街地の拡大と人口の高密度化に伴い、人口密集地

またはその近傍で発生することで影響が際だって大きく出る災害であり、加えて一時原因

が産業設備にあるもの」が都市型産業災害と定義される（日本リスク研究学会編『【増補

改訂版】リスク学辞典』（阪急コミュニケーションズ、2006 年（平成 18 年）105～106 頁）。 
3 労務行政研究所編前掲書（2017 年（平成 29 年））856～857 頁。尾添博『改訂第 2 版 楽
に読める安衛法 概要と解説』（労働新聞社、2019 年（令和元年））355 頁。労働調査会出

版局編前掲書（2020 年（令和 2 年））1030～1031 頁。 
4 労務行政研究所編前掲書（2017 年（平成 29 年））856～857 頁。労働調査会出版局編前

掲書（2020 年（令和 2 年））1030～1031 頁。 
5 平成 26年 4月 11日基安発 0411 第 1号「建設工事関係者連絡会議の設置について」 
6 令和２年度石油コンビナート等災害防止３省連絡会議（第２回）

（https://www.fdma.go.jp/relocation/neuter/topics/fieldList4_16/r02_konbunato_ka

igi.html 最終アクセス令和３年９月 15日） 
7 平成 13年 5月 11日基発第 441号「建設業附属寄宿舎における労働基準法等関係法令の遵

守の徹底について」 
8 村田毅之「紛争調整委員会による個別労働紛争のあっせんの現状と課題」（『日本労働研

究雑誌』2021年 6月号 62 頁）、道幸哲也「労働委員会制度の直面する課題」（前掲書 75

頁）。 
9 労務行政研究所編前掲書（2017 年（平成 29 年））858 頁。労働調査会出版局編前掲書（2020
年（令和 2 年））1032 頁。 
10 労務行政研究所編前掲書（2017 年（平成 29 年））858 頁。尾添前掲書（2019 年（令和

元年））364～365 頁。労働調査会出版局編前掲書（2020 年（令和 2 年））1032 頁。 
11 労働調査会出版局編前掲書（2020 年（令和 2 年））1032 頁。 
12 労働調査会出版局編前掲書（2020 年（令和 2 年））1032 頁。 
13 労働調査会出版局編前掲書（2020 年（令和 2 年））1032 頁。宇賀克也『行政法概説Ⅰ

行政法総論【第 6 版】』（有斐閣、2017 年（平成 29 年））98～100 頁。 
14 宇賀前掲書（2017 年（平成 29 年））98～100 頁。 
15 尾添前掲書（2019 年（令和元年））364～365 頁。種別として、条件、期限、負担、撤

回権の留保などがあるが、法令上は単に条件と呼ばれることが多い（高橋和之・伊藤眞・

小早川光郎・能見善久・山口厚編集代表『法律学小辞典第 5 版』（有斐閣、2016 年（平成

28 年）1124 頁）。 
16 労務行政研究所編前掲書（2017 年（平成 29 年））858～860 頁。労働調査会出版局編前

掲書（2020 年（令和 2 年））1033～1035 頁。 
17 櫻井敬子・橋本博之『行政法〔第 6 版〕』（弘文堂、2019 年（令和元年））229 頁。 
18 櫻井・橋本前掲書（2019 年（令和元年））231 頁。 
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19 行政不服審査法の適用除外とされる処分又は不作為の分類は以下の通りである。①特別

な機関により特別な手続で行われる処分（国会や裁判所によって行われる処分など：行審

法第 7 条第 1 項第 1 号～第 4 号）、②行審法が定める審査請求よりも慎重な手続で行われ

る処分（犯則調査において行われる処分など：行審法第 7 条第 1 項第 5 号～第 7 号）、③

処分の性質に照らして行審法を適用することが適当でないとされたもの（学校、刑務所等

における処分、外国人の出入国に関する処分など：行審法第 7 条第 1 項第 8 号～第 11 号）、

④既に審査庁の判断が示されており、再度審査庁の判断を求める意義に乏しいもの（行審

法に基づく処分：行審法第 7 条第 1 項第 12 号）、⑤国の機関又は地方公共団体等に対する

処分で、これらの機関等が固有の資格において当該処分の相手方となるもの及びその不作

為（行審法第 7 条第 2 項）（中原茂樹『基本行政法第 3 版』（日本評論社、2018 年（平成

30 年））244～245 頁）。 
20 労務行政研究所編前掲書（2017 年（平成 29 年））858～860 頁。尾添前掲書（2019 年

（令和元年））365～366 頁。労働調査会出版局編前掲書（2020 年（令和 2 年））1033～
1035 頁。 
21 労務行政研究所編前掲書（2017 年（平成 29 年））858～860 頁。木村大樹『実務解説 労
働安全衛生法』（経営書院、2013 年（平成 25 年））381 頁。尾添前掲書（2019 年（令和

元年））365～366 頁。労働調査会出版局編前掲書（2020 年（令和 2 年））1033～1035 頁。 
22 木村前掲書（2013 年（平成 25 年））381 頁。尾添前掲書（2019 年（令和元年））365
～366 頁。 
23 労務行政研究所編前掲書（2017 年（平成 29 年））858～860 頁。労働調査会出版局編前

掲書（2020 年（令和 2 年））1033～1035 頁。 
24 労務行政研究所編前掲書（2017 年（平成 29 年））860～862 頁。労働調査会出版局編前
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（（政政策策科科学学総総合合研研究究事事業業（（政政策策科科学学推推進進研研究究事事業業））））  

分分担担研研究究報報告告書書  

健健康康診診断断制制度度のの現現状状とと課課題題 

  
分担研究者 森 晃爾  

産業医科大学・産業生態科学研究所・産業保健経営学研究室 
 

研究要旨 
日本では、労働者の健康の保持増進ために、労働安全衛生法を基本に、体系的な各種健

康診断制度が存在する。それらは、一般健康診断と特殊健康診断に分けられる。現行の健

康診断について、I 一般健康診断の実施、Ⅱ 特殊健康診断の実施、Ⅲ 臨時健康診断、

Ⅳ 健康診断の実施に係るその他の論点、Ⅴ 労働者の受診義務等、Ⅵ 健康診断結果

の記録と情報管理、Ⅶ 健康診断結果に基づく就業配慮、Ⅷ 結果の通知および保健指

導、Ⅸ 健康診断結果報告、Ⅹ 派遣労働者に対する適用、に分けて現状を確認するとと

もに、その一部について存在する課題を抽出して、検討を行った。 
課題としては、以下のような事項が挙がった。 
 一般健康診断に含まれる特定業務従事者健診の位置づけが不明確なこと 
 一般健診によって評価される職務適性が幅広く想定されているにもかかわらず、

労働時間が短いことなどでパートタイマーが対象となっていないこと 
 健診項目が、特定健康診査が目的とするような脳・心臓疾患の発症リスクに関連す

る項目に限定される方向にあること 
 一般健康診断の法定項目のうち、既往歴の聴取の内容に具体的な指針が存在しな

いこと 
 想定される一般健康診断の項目の省略手順が、多くの健診が外部委託されている

実態から考えて現実的ではないこと 
 特殊健康診断において、「常時従事する労働者」の定義が不明確であり、過剰な特

殊健康診断が実施される可能性があること 
 法令で特殊健康診断の対象となっている物質は、極めて限られた物質であるが、本

来、リスクアセスメントの結果必要がある場合には自主的に行われるべき特殊健

診がほとんど実施されていないこと 
 特殊健康診断の健診項目について、最新のエビデンスに基づく見直しに長い時間

を要すること 
 現状の目的から考えて、一般健康診断も、労働時間内に実施することを基本とすべ

きであること 
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 事業者が健康診断を外部委託する際に、その精度や質の管理状況に対して、意識が

低いこと 
 保健指導の実施において、特定保健指導の実施との連携が必ずしも図られていな

いこと 
 産業医の選任義務のない事業場においては、事業場の実態に則した医師の意見が

聴取できないこと 
 労働基準監督署への報告について、基準が存在しないため、集計データに統計的な

意味をもたないこと 
 派遣労働者に対する健康診断後の就業措置が困難なこと 
 今後、より有効な健康診断制度に向けた改善のために、継続的な議論が行われるべき

である。その多くは、専門性の高い産業保健専門職の助言にもとづき、必要に応じて事業

者が自主的に実施すれば対応できる課題である。しかし、法令の詳細な規定が、そのよう

な行動を抑制している可能性もある。そのため、議論を行うに当たっては、確実な実施と

柔軟な対応を両立できるような仕組みの構築が必要であると考えられた。 
研究協力者 

守屋健太 産業医科大学産業生態科学研究所 専門修練医 
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Ａ．研究目的 

本研究事業全体の目的は、以下の 3 点に

ある。 
①時代状況の変化に応じた法改正の方向

性を展望すること。 
②安衛法を関係技術者以外（文系学部出

身の事務系社員等）に浸透させ、社会一般へ

の普及を図ること。 
③安衛法に関する学問体系、安衛法研究

のための人と情報の交流のプラットフォー

ムを形成すること。 
そのため、条文の起源（立法趣旨、基礎と

なった災害例、前身）と運用（関係判例、適

用の実際）、主な関係令等（関係政省令、規

則、通達等）を、できる限り図式化して示す

と共に、現代的な課題や法解釈学的な論点

に関する検討結果を記した体系書を発刊す

ること。 
本分担研究の目的は、逐条解説を跨ぐ横

断的課題の 1 つである法定健診制度につい

て、課題と改善策を示すことにある。 
 
Ｂ．研究方法 

研究班から抽出された横断的検討課題の検

討について選任されたことを受け、研究

代表者との具体的検討課題についての調

整を経て、当該課題に関連する本研究費

による別の研究プロジェクトの成果と、

解説書、専門誌に掲載された学術論文や

記事、政府発表等の 1 次文献のレビュー

を行って執筆した文案を研究班会議で報

告し、現行安衛法や改正法の起案に関わ

った畠中信夫元白鴎大学教授、唐澤正義

氏らとの意見交換により洗練させた。 
Ｃ．研究結果 

ⅠⅠ  一一般般健健康康診診断断のの実実施施  

１．一般健康診断とは 

【概要と趣旨】 

使用者の労働者に対する健康管理義務に

は、職場に特別の健康障害要因のある場合

にその障害要因に起因する疾病、すなわち

職業病を防止する義務と、職場の特有の有

害要因にもとづかない個別的な労働者に対

して、労働負荷と労働者の健康状態の関係

を評価し、その調整を図る義務がある。前者

は特定の有害要因の標的臓器（要因ごとに、

もっとも小さなばく露で影響が出現する感

受性の高い臓器）と関連した検査と、労働者

個人ごとにばく露の推定を行い、健康障害

発生リスクの評価と健康障害の早期発見を

行うための特殊健康診断が相当しており、

後者は労働者の健康状態をもとに職務適性

を評価し、職務適性に応じて就業上の配慮

を行うことを目的とした一般健康診断が関

連する。（図１） 

一般健康診断および特殊健康診断の詳細

な規定は、労働安全衛生規則等の厚生労働

省令で定められている。そして、労働安全衛

生法で一部では罰則規定をもって実施を義

務化している健康診断とその結果の措置義

務は、民事上の使用者の責任をも招来する

という関連性を持っている。 

 先に一般健康診断について検討する。一

般健康診断は、労働安全衛生法第 66条第 1

項で、「事業者は、労働者に対し、厚生労働

省令で定めるところにより、医師による健

康診断（第 66 条の 10 第 1 項に規定する検

査を除く。以下この条及び次条において同

じ。）を行わなければならない。」としてい

る。その内容は、労働安全衛生規則(安衛則)

で規定されており、雇用時健康診断と一般

定期健康診断、特定業務従事者健康診断が
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ある。一般健康診断には、基本的な健診項目

ですべての労働者を対象とした職務適性評

価という性質がある１。（図２） 

一般健康診断に関する省令 

(雇入時の健康診断) 

安衛則第四十三条  事業者は、常常時時使使用用すす

るる労労働働者者を雇い入れるときは、当該労働者

に対し、次の項目について医師による健康

診断を行わなければならない。ただし、医師

による健康診断を受けた後、三月を経過し

ない者を雇い入れる場合において、その者

が当該健康診断の結果を証明する書面を提

出したときは、当該健康診断の項目に相当

する項目については、この限りでない。 

  一  既往歴及び業務歴の調査 

  二  自覚症状及び他覚症状の有無の検査 

  三  身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千

ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をい

う。次条第一項第三号において同じ。)の検

査 

  四  胸部エックス線検査 

  五  血圧の測定 

  六 血色素量及び赤血球数の検査(次条

第一項第六号において「貧血検査」という。) 

  七 血清グルタミックオキサロアセチッ

クトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミ

ックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)

及びガンマ-グルタミルトランスペプチダ

ーゼ(γ-GTP)の検査(次条第一項第七号に

おいて「肝機能検査」という。) 

  八 低比重リポ蛋（たん）白コレステロー

ル（LDLコレステロール）、高比重リポ蛋（た

ん）白コレストロール(HDLコレステロール)

及び血清トリグリセライドの量の検査(次

条第一項第八号において「血中脂質検査」と

いう。) 

  九 血糖検査 

  十  尿中の糖及び蛋（たん）白の有無の

検査(次条第一項第十号において「尿検査」

という。) 

  十一  心電図検査 

 

（定期健康診断） 

安衛則第四十四条  事業者は、常常時時使使用用すす

るる労労働働者者（第四十五条第一項に規定する労

働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、

定期に、次の項目について医師による健康

診断を行わなければならない。 

  一    既既往往歴歴及及びび業業務務歴歴のの調調査査 

  二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 

  三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検

査 

  四 胸部エックス線検査及び喀（かく）痰

（たん）検査 

  五 血圧の測定 

  六 貧血検査 

  七 肝機能検査 

  八 血中脂質検査 

  九 血糖検査 

  十 尿検査 

  十一  心電図検査 

２  第一項第三号、第四号、第六号から第

九号まで及び第十一号までに掲げる項目に

ついては、厚厚生生労労働働大大臣臣がが定定めめるる基基準準に基

づき、医師が必要でないと認めるときは、省

略することができる。 

３  第一項の健康診断は、前条、第四十五

条の二又は法第六十六条第二項前段の健康

診断を受けた者(前条ただし書に規定する

書面を提出した者を含む。)については、当

該健康診断の実施の日から一年間に限り、

その者が受けた当該健康診断の項目に相当
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する項目を省略して行うことができる。 

４  第一項第三号に掲げる項目(聴力の検

査に限る。)は、四十五歳未満の者(三十五歳

及び四十歳の者を除く。)については、同項

の規定にかかわらず、医師が適当と認める

聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る

聴力を除く。)の検査をもつて代えることが

できる。 

 

（特定業務従事者の健康診断） 

安衛則第四十五条   事業者は、第第十十三三条条第第

一一項項第第三三号号にに掲掲げげるる業業務務に常常時時従従事事すするる労

働者に対し、当該業務への配置替えの際及

び六月以内ごとに一回、定期に、第四十四条

第一項各号に掲げる項目について医師によ

る健康診断を行わなければならない。この

場合において、同項第四号の項目について

は、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足

りるものとする。 

２  前項の健康診断(定期のものに限る。)

は、前回の健康診断において第四十四条第

一項第六号から第九号まで及び第十一号に

掲げる項目について健康診断を受けた者に

ついては、前項の規定にかかわらず、医師が

必要でないと認めるときは、当該項目の全

部又は一部を省略して行うことができる。 

３  第四十四条第二項及び第三項の規定

は、第一項の健康診断について準用する。こ

の場合において、同条第三項中「一年間」と

あるのは、「六月間」と読み替えるものとす

る。 

４  第一項の健康診断(定期のものに限

る。)の項目のうち第四十四条第一項第三号

に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、前回

の健康診断において当該項目について健康

診断を受けた者又は四十五歳未満の者(三

十五歳及び四十歳の者を除く。)について

は、第一項の規定にかかわらず、医師が適当

と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの

音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代え

ることができる。 

 

（海外派遣労働者の健康診断） 

第四十五条の二   略 

すべての労働者は、雇用後にまず雇入時

健診を受診し、その後は“衛生上有害な業務

に従事する”特定業務従事者以外は一般定

期健康診断、特定業務従事者は特定業務従

事者健診を受診することになる。このうち、

特定業務従事者健康診断は、６ヵ月ごとに

一回、一般定期健康診断と同じ項目で実施

される。ここでいう特定業務従事者とは、安

衛則第 13条第 1項第 3号で掲げられた業務

であり、この条文はもともと専属産業医の

選任要件として、「常時 1000 人以上の労働

者を使用する事業場又は次に掲げる業務に

常時 500 人以上の労働者を従事させる事業

場にあつては、その事業場に専属の者を選

任すること」の対象業務を定めたものであ

る。すなわち特定業務従事者は、一般労働者

に比べて産業医活動のニーズが高いことを

想定していると考えられる。 

労働安全衛生規則第 13条第 1項第 3号に

掲げる業務 

 

イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著

しく暑熱な場所における業務 

ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著

しく寒冷な場所における業務 

ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の

有害放射線にさらされる業務 

ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著
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しく飛散する場所における業務 

ホ 異常気圧下における業務 

ヘ さく岩機、鋲（びよう）打機等の使用に

よつて、身体に著しい振動を与える業務 

ト 重量物の取扱い等重激な業務 

チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場

所における業務 

リ 坑内における業務 

ヌ 深夜業を含む業務 

ル 水銀、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水

素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカ

リ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を

取り扱う業務 

ヲ 鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、

弗(ふつ)化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、

硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベン

ゼン、アニリンその他これらに準ずる有害

物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所

における業務 

ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい

業務 

カ その他厚生労働大臣が定める業務 

（図２） 

 

【課題】 

特定業務従事者健康診断は、衛生上有害

な業務に従事する労働者に対して、６ヵ月

ごとに 1 回、一般定期健康診断と同じ項目

で実施される。しかし、現行の法令に基づく

健康診断の中で、この特定業務従事者健康

診断の位置づけが極めてあいまいといわざ

るをえない。特定業務従事者健康診断の対

象となる衛生上有害な業務の中には、深夜

業を含む業務といった全般的な負担に関わ

る業務も存在するが、「水銀、砒(ひ)素、黄

りん、弗(ふつ)化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、

青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに

準ずる有害物を取り扱う業務」や「鉛、水銀、

クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素、

塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭

素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン

その他これらに準ずる有害物のガス、蒸気

又は粉じんを発散する場所における業務」

といったように、本来、標的臓器を明確にし

た上で、その影響を早期発見するための特

殊健康診断の対象となるような業務も含ま

れる。また、「病原体によつて汚染のおそれ

が著しい業務」といったように、健康影響が

比較的想定されやすいが、その病原体によ

る影響は一般健康診断の検査項目とは異な

る検査が必要であり、一般定期健康診断と

同じ項目実施することの意義が見出しにく

い業務も多い。対象業務のリストは、昭和

15（1940）年の工場危害予防及衛生規則の改

正で、「工場主はガス、蒸気又は粉じんを発

散し、その他衛生上有害な業務に従事する

職工については、工場医をして毎年少なく

とも２回の健康診断をなさしむべし」と、年

２回の健康診断が義務化されたことが始ま

りとされている。さらに「工場法施行規則中

改正省令施行に関する件（昭和 17年 2月 24

日付け厚生次官より各地方長官宛）」で、年

２回定健康診断を実施しなければならない

30業務が指定された。そして昭和 22（1947）

年に交付された労働基準法に基づき、対象

業務も省令（旧労働安全衛生規則第 18条第

1項第 2号）で定められるようになり、この

ときの対象業務は、現在特定業務従事者健

康診断の対象となった業務と同じである 2。

これらの改正が行われた当時は、特殊健康

診断が法令で定められていなかったことに

留意すべきである。 
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さらに、問題を複雑化したのは、エチレン

オキシドおよびホルムアルデヒドが特定化

学物質障害予防規則で特定第二類物質（特

化則で規定された物質群で、主に第二類物

質の中でも発がん性がある物質が対象）お

よび特定管理物質に指定された際、本来、特

殊健康診断を実施すべきところ、これらの

物質は標的臓器の特異性がないため特殊健

診の対象とはせず 4,5、特定業務従事者健康

診断の対象となる労働安全衛生規則第十三

条第 1 項第三号ヲの「これらの準じる有害

物」として、エチレンオキシド（平成 13年

4月 27日付け基発第 413号）とホルムアル

デヒド（平成 20 年 2 月 29 日付け基発

0229001 号）が追加されたことである 3,4。

これは、本来、特殊健康診断を実施すべきと

ころ、これらの物質は標的臓器の特異性が

ないため特殊健診の対象とすることが困難

であったためと考えられる。また、特定業務

従事者健康診断の対象業務である「強烈な

騒音を発する屋内作業」の基準が、平成 4

（1992）年 8月 24 日の基発第 480 号で、等

価騒音レベル（騒音レベルが変動する状況

で、時間平均値として算出したもの）です。

90デシベル以上の屋内作業場に変更された。

本来、このレベルの騒音は、騒音の許容レベ

ルを超えており 5、全身の影響を評価する以

上にフルオージオ検査（250・500・1000・
2000・4000・8000 ヘルツの周波数ごとに聴

力閾値を測定する検査であり、騒音性難聴

の特徴的な低下を検出できる）を行い、聴力

損失を早期に発見すべきである。このよう

な騒音健康診断については、事業者には実

施義務が課せられていない騒音障害防止の

ためのガイドライン（平成 4年 10月 1日付

け基発第 546 号）に基づく“指導勧奨によ

る特殊健康診断”として位置付けられ、本来

の労働衛生上の視点から考えると、その関

係が不明確であるとともに、義務関係の優

先順位が逆転していると言わざるをえない。 

 

２．一般健康診断の対象者 

【概要と趣旨】 

 一般定期健康診断の対象は、常時使用す

る労働者（安衛則第四十四条）となってい

る。ここでいう常時使用の定義が問題とな

る。これに関しては、短時間労働者（いわゆ

るパートタイマー）が対象となるかどうか

である。これについて、「短時間労働者の雇

用管理の改善等に関する法律の一部を改正

する法律の施行について（平成 19 年 10 月

1日基発第 1001016号）で、事業主が同法の

一般健康診断を行うべき「常時使用する短

時間労働者」について、以下のように定めて

いる。 

次の①及び②のいずれの要件をも満たす者

であること。 

① 期間の定めのない労働契約により使用

される者(期間の定めのある労働契約によ

り使用される者であって、当該契約の契約

期間が 1年(労働安全衛生規則(昭和 47年労

働省令第 32号)第 45条において引用する同

規則第 13条第 1項第 2号に掲げる業務に従

事する短時間労働者にあっては 6 月。以下

この項において同じ。)以上である者並びに

契約更新により 1 年以上使用されることが

予定されている者及び 1 年以上引き続き使

用されている者を含む。)であること。 

② その者の 1 週間の労働時間数が当該事

業場において同種の業務に従事する通常の

労働者の 1 週間の所定労働時間数の 4 分の

3以上であること。 
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1 週間の労働時間数が当該事業場におい

て同種の業務に従事する通常の労働者の 1

週間の所定労働時間数の 4 分の 3 未満であ

る短時間労働者であっても上記の①の要件

に該当し、1週間の労働時間数が、当該事業

場において同種の業務に従事する通常の労

働者の 1 週間の所定労働時間数のおおむね

2 分の 1 以上である者に対しても一般健康

診断を実施することが望ましい。 

【課題】 

後述のように、現在の一般健康診断は、脳

心血管疾患による職務適性を主な目的とし

ているが、これは長時間労働による健康障

害防止を中心に職務適性を評価する趣旨が

前面にでていると考えられる。しかし、一般

健康診断の範囲であっても本来評価すべき

職務適性の範囲はそれだけではなく、深夜

勤務、高所作業、運転業務など、危険業務も

存在する。今後、定年が延長され、高年齢労

働者がパートタイムで働く割合が増えるこ

とを考えれば、一般健康診断の対象も見直

されるべきと考えられる。 

 

３．一般健康診断の対象業務・要因 

【概要と趣旨】 

一般健康診断のうち、雇入時および定期

健康診断はすべての常時雇用する労働者が

対象となるが、特定業務従事者健康診断の

対象業務および基準が明確になっている。

この基準は、昭和 23（1948）年の「労働基

準規則第十八条、女子年少者労働基準規則

第十三条及び労働安全衛生規則第四十八条

の衛生上有害な業務の取り扱い基準（昭和

23年 8月 12 日付け基発 1178 号）」に基づ

く。 

【課題】 

特定業務従事者健康診断について、対象

業務・要因に課題が存在する。前述のよう

に、基準が策定された後、各種特殊健康診断

の規定が整備され、特定業務従事者健診と

の関係が不明確になるとともに、騒音を除

き基準自体が見直されなかったために、日

本産業衛生学会の許容濃度等の勧告値と大

きな差を認める基準となっている 6。たとえ

ば、鉛取扱い作業において、日本産業衛生学

会の鉛の許容濃度は 0.03mg/m3、管理濃度が

0.05mg/m3であるが、特定業務従事者健診の

対象は 0.5 mg/m3となる。（表１） 

 

また、現行の各省令によって特殊健康診

断の対象となっている業務の中にも、取扱

う有害要因の有害性の大きさには関わらず、

特定業務従事者健康診断の対象となってい

る業務となっていない業務が存在する。日

本産業衛生学会の産業医部会会員 1446 名

を対象に行った自記式アンケート調査では、

特殊健康診断の対象となっている有害要因

についても、法令順守を目的に特定業務従

事者健診と併せて実施している状況がある

こと 7 を合わせても、科学的知見をもとに

「衛生上有害な業務」を定義するとともに

特殊健康診断との関係を整理したうえで、

特定業務従事者健康診断の対象業務を見直

す必要性は高いと考えられる。 

 

４．一般健康診断における検査項目 

【概要と趣旨】 

 一般定期健康診断の項目は、労働安全衛

生法が制定された昭和 47（1972）年以降、

労働者の健康課題の変化やその他の事情で

徐々に充実してきている。平成元（1989）年

の改正では、貧血検査、肝機能検査、血中脂

－2374－



分担研究報告書（森 晃爾） 

 

質検査（総コレステロール、トリグリセライ

ド）および心電図検査が追加された。平成

10（1998）年には、血中脂質検査の中に HDL

コレステロールが追加され、血糖検査につ

いても追加された。平成 19（2007）年には、

腹囲が追加され、血中脂質検査のうち総コ

レステロールが LDL コレステロールに変更

された 8。（図３） 

直近の改正の議論は、平成 28（2016）年

に開催された「労働安全衛生法に基づく定

期健康診断等のあり方に関する検討会」で

ある。同検討会では、特定健康診査の健診項

目との整合性を意識するとともに、一般定

期健康診断の主要目的として脳・心臓疾患

の発症の防止を上げて、虚血性心疾患、脳血

管疾患等の発症防止の観点から健診項目の

必要性を検討している 9。結果として、一般

定期健康診断の項目変更は行われなかった

が、その検討を踏まえ、平成 29 年８月４日

基発 0804第４号「定期健康診断等における

診断項目の取扱い等について」で、それまで

平成 10年 12月 15日付け基発第 697号「一

般健康診断における血糖検査の取扱いにつ

いて」で血糖検査の代わりに行えることが

規定されていたヘモグロビン A1c 検査につ

いて、血糖検査が必須項目となり、ヘモグロ

ビン A1c 検査は、医師が必要と認めた場合

には同一検体を利用して実施することが望

ましい検査項目とされた。また検討会で議

論があった血清クレアチニン検査について

も、同様の位置づけになっている。  

【課題】 

 日本においては、すべての労働者に対し

て法令で詳細な項目を規定した一般健康診

断を行っている半面、特定の作業に必要な

健康上の適性を明確にして実施する職務適

性評価のための健康診断が限られている以

上、本来、一般定期健康診断の目的は、想定

される多くの業務に対する職務適性の評価

である。したがって、それに見合った健診項

目とすべきであり、特定健康診査が目的と

するような脳・心臓疾患の発症リスクに関

連する項目に限定すべきではない。産業医

学を専門とする医師に、健康診断費用を固

定した場合にどのような検査項目を実施す

べきかを質問した、健診項目の優先順位に

関する Ito et al.の論文では、現行の健康

診断項目は妥当との評価が得られたが、腎

機能検査の血清クレアチニンと２ヵ月程度

の血糖の状況を反映するヘモグロビン A1c

については健康管理上重要として追加を検

討する必要性を示唆した結果となっている

10。 

しかし、どのように検査項目を追加した

として臨床検査のみで評価することには限

界がある。そこで、法定項目の既往歴の聴取

を重視することが考えられるが、聴取すべ

き既往歴の内容については具体的な指針が

存在しない。さらには、多くの健康診断は事

業場の実情を理解していない医師および健

診機関で行われていること、法定健診の結

果は事業者が知ることができる個人情報で

あることを前提とすれば、不用意な聴取は

労働者のプライバシーが脅かされるなどの

倫理上の課題が存在する。 

今後、通達で示された望ましい健康診断

の位置づけを整理するとともに、事業場の

実情を知る産業医の裁量による健診項目や

問診内容の加除を可能とするとともに、そ

のための手続きや指針を明確にすべきと考

えられる。 
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５．一般健康診断における健診項目の省略 

【概要と趣旨】 

 労働安全衛生規則第 44条第 2項で、一部

の検査項目については、厚生労働大臣が定

める基準に基づき、医師が必要でないと認

めるときは、省略することができるとされ

ている。これに関して、平成 29 年８月４日

基発 0804第４号「定期健康診断等における

診断項目の取扱い等について」にて、「省略

する場合の判断は、一律な省略でなく、経時

的な変化や自他覚症状を勘案するなどによ

り、個々の労働者ごとに医師が省略が可能

であると認める場合においてのみ可能であ

ること」が明確にされた。この通達により、

これまで多くの事業場で実施されていたよ

うに、年齢区分で一律に一部の健診項目を

省略することができないことが確認された。

本来、産業医が前回の健診結果を事前に確

認するとともに、当日の症状等を聞き取っ

て健診項目の省略を決めることが妥当と考

えられる。 

 

労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定

に基づき厚生労働大臣が定める基準 

(平成十年六月二十四日) 

(労働省告示第八十八号) 

労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定

に基づき厚生労働大臣が定める基準 

次の表の上欄に掲げる健康診断の項目につ

いては、それぞれ同表の下欄に掲げる者に

ついて医師が必要でないと認めるときは、

省略することができる。 

項目 省略することのできる者 

身長の検
査 

二十歳以上の者 

腹囲の検 一 四十歳未満の者(三十五

査 

 

歳の者を除く。) 

二 妊娠中の女性その他の者
であって、その腹囲が内臓脂
肪の蓄積を反映していないと
診断されたもの 

三 BMI(次の算式により算出
した値をいう。以下同じ。)が
二十未満である者 

BMI＝体重(kg)／身長(m)2 

四 自ら腹囲を測定し、その
値を申告した者(BMI が二十
二未満である者に限る。) 

胸部エッ
クス線検
査 

 

四十歳未満の者(二十歳、二十
五歳、三十歳及び三十五歳の
者を除く。)で、次のいずれに
も該当しないもの 

一 感染症の予防及び感染症
の患者に対する医療に関する
法律施行令(平成十年政令第
四百二十号)第十二条第一項
第一号に掲げる者 

二 じん肺法(昭和三十五年
法律第三十号)第八条第一項
第一号又は第三号に掲げる者 

喀痰かく
たん 検査 

 

一 胸部エックス線検査によ
って病変の発見されない者 

二 胸部エックス線検査によ
って結核発病のおそれがない
と診断された者 

三 胸部エックス線検査の項
の下欄に掲げる者 

貧血検査、
肝機能検
査、血中脂
質検査、血
糖検査及

四十歳未満の者(三十五歳の
者を除く。) 
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び心電図
検査 

 

【課題】 

平成 26 年(2014 年)度に全国労働衛生団

体連合加盟機関が行った職域健康診断が約

3100 万件に及ぶことからもわかるように、

多くの健康診断が健診機関や医療機関に外

注されている現状があり 11、当日の症状等

を聞き取って健診項目の省略を決めるとい

った対応は困難である。そのため、すべての

労働者について省略をしない健診項目を実

施する対応が多くの事業場でなされるよう

になっていると考えられる。しかしそれで

は、健康管理全体の費用負担の優先順位が、

本来の在り方とずれてしまうことも発生す

る。したがって、医師の判断による適切な省

略の在り方について、産業医等の専門家で

検討したうえで、何らかのコンセンサスに

基づく対応を実施すべきと考えられる。 

 

６．関連する健康診断 

【概要と趣旨】 

 労働安全衛生法に基づく一般健康診断と

関連する健康診断に労災保険二次健康診断

がある。「一次健康診断において、血圧検査、

血液検査その他業務上の事由による脳血管

疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の

状態に関する検査であつて、厚生労働省令

で定めるものが行われた場合において、当

該検査を受けた労働者がそのいずれの項目

にも異常の所見があると診断されたとき」

が対象となるとされている。具体的には、

(1) 血圧検査、(2) 血中脂質検査、(3) 血

糖検査、(4) 腹囲の検査又は BMI(肥満度)

の測定のすべての検査項目において、「異常

の所見」があると診断された場合である。た

だし、安衛法第 13条第 1項に基づき事業場

に選任されている産業医(産業医が選任さ

れていない事業場については、地域産業保

健センターの医師等)等が診断を受けた労

働者の就業環境等を総合的に勘案し、異常

の所見が認められると診断した場合には、

産業医等の意見を優先して、異常の所見が

あるとみなされることになっている。 

労働者災害補償保険法  

第二十六条 二次健康診断等給付は、労働

安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）

第六十六条第一項の規定による健康診断又

は当該健康診断に係る同条第五項ただし書

の規定による健康診断のうち、直近のもの

（以下この項において「一次健康診断」とい

う。）において、血圧検査、血液検査その他

業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾

患の発生にかかわる身体の状態に関する検

査であつて、厚生労働省令で定めるものが

行われた場合において、当該検査を受けた

労働者がそのいずれの項目にも異常の所見

があると診断されたときに、当該労働者（当

該一次健康診断の結果その他の事情により

既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有す

ると認められるものを除く。）に対し、その

請求に基づいて行う。 

２ 二次健康診断等給付の範囲は、次のと

おりとする。 

一 脳血管及び心臓の状態を把握するため

に必要な検査（前項に規定する検査を除

く。）であつて厚生労働省令で定めるものを

行う医師による健康診断（一年度につき一

回に限る。以下この節において「二次健康診

断」という。） 

二 二次健康診断の結果に基づき、脳血管
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疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るた

め、面接により行われる医師又は保健師に

よる保健指導（二次健康診断ごとに一回に

限る。次項において「特定保健指導」とい

う。） 

３ 政府は、二次健康診断の結果その他の

事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の

症状を有すると認められる労働者について

は、当該二次健康診断に係る特定保健指導

を行わないものとする。 

 

第二十七条 二次健康診断を受けた労働者

から当該二次健康診断の実施の日から三箇

月を超えない期間で厚生労働省令で定める

期間内に当該二次健康診断の結果を証明す

る書面の提出を受けた事業者（労働安全衛

生法第二条第三号に規定する事業者をい

う。）に対する同法第六十六条の四の規定の

適用については、同条中「健康診断の結果

（当該健康診断」とあるのは、「健康診断及

び労働者災害補償保険法第二十六条第二項

第一号に規定する二次健康診断の結果（こ

れらの健康診断」とする。 

 

第二十八条 この節に定めるもののほか、

二次健康診断等給付について必要な事項

は、厚生労働省令で定める。 

  

労働者災害補償保険法施行規則  

第十八条の十六 法第二十六条第一項の厚

生労働省令で定める検査は、次のとおりと

する。 

一 血圧の測定 

二 低比重リポ蛋たん白コレステロール

（ＬＤＬコレステロール）、高比重リポ蛋た

ん白コレステロール（ＨＤＬコレステロー

ル）又は血清トリグリセライドの量の検査 

三 血糖検査 

四 腹囲の検査又はＢＭＩ（次の算式によ

り算出した値をいう。）の測定 

ＢＭＩ＝体重（ｋｇ）／身長（ｍ）２ 

２ 法第二十六条第二項第一号の厚生労働

省令で定める検査は、次のとおりとする。 

一 空腹時の低比重リポ蛋たん白コレステ

ロール（ＬＤＬコレステロール）、高比重リ

ポ蛋たん白コレステロール（ＨＤＬコレス

テロール）及び血清トリグリセライドの量

の検査 

二 空腹時の血中グルコースの量の検査 

三 ヘモグロビンＡ一ｃ検査（一次健康診

断（法第二十六条第一項に規定する一次健

康診断をいう。以下同じ。）において当該検

査を行つた場合を除く。） 

四 負荷心電図検査又は胸部超音波検査 

五  頸けい部超音波検査 

六 微量アルブミン尿検査（一次健康診断

における尿中の蛋たん白の有無の検査にお

いて疑陽性（±）又は弱陽性（＋）の所見が

あると診断された場合に限る。） 

 

二次健康診断の結果の提出：労災保険法施

行令第十八条の十七  

二次健康診断の結果についての医師からの

意見聴取：労災保険法施行令第十八条の十

八  

二次健康診断等給付の請求：労災保険法施

行令第十八条の十九 

 

Ⅱ．特殊健康診断の実施 

１．特殊健康診断の実施 

【概要と趣旨】 

前述のように特殊健康診断は、使用者の
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特別健康管理義務と関連する健康診断であ

り、職場に存在する特別の健康障害要因に

起因する疾病、すなわち職業病を防止する

ために、特定の有害要因へのばく露に対し

て標的臓器または健康影響に関する健康診

断を行い、労働者個人ごとにばく露による

健康障害発生リスクの評価と健康障害の早

期発見を行う。 

 法定の特殊健康診断は、労働安全衛生法

66条第 2項の規定に基づき実施される医師

による特殊健康診断と同条第３項による歯

科医師による特殊健康診断がある。医師に

よる特殊健康診断の対象業務は、労働安全

衛生法施行令で列挙されている。 

安衛法第六十六条第二項 

事業者は有害な業務で、政令で定めるも

のに従事する労働者に対し、厚生労働省令

で定めるところにより、医師による特別の

項目についての健康診断を行なわなければ

ならない。有害な業務で、政令で定めるもの

に従事させたことのある労働者で、現に使

用しているものについても、同様とする。 

 

安衛法第六十六条第三項 

事業者は、有害な業務で、政令で定めるも

のに従事する労働者に対し、厚生労働省令

で定めるところにより、歯科医師による健

康診断を行なわなければならない。 

 

安衛法施行令第二十二条  法第六十六条第

二項前段の政令で定める有害な業務は、次

のとおりとする。 

  一  第六条第一号に掲げる作業に係る業

務及び第二十条第九号に掲げる業務 

  二  別表第二に掲げる放射線業務 

  三  別表第三第一号若しくは第二号に掲

げる特定化学物質（略）を製造し、若しくは

取り扱う業務（略）、第十六条第一項各号に

掲げる物（略）を試験研究のため製造し、若

しくは使用する業務又は石綿等の取扱い若

しくは試験研究のための製造若しくは石綿

分析用試料等の製造に伴い石綿の粉じんを

発散する場所における業務 

  四  別表第四に掲げる鉛業務（遠隔操作

によつて行う隔離室におけるものを除く。） 

  五  別表第五に掲げる四アルキル鉛等業

務（遠隔操作によつて行う隔離室における

ものを除く。） 

  六  屋内作業場又はタンク、船倉若しく

は坑の内部その他の厚生労働省令で定める

場所において別表第六の二に掲げる有機溶

剤を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働

省令で定めるもの 

２  法第六十六条第二項後段の政令で定め

る有害な業務は、次の物を製造し、若しくは

取り扱う業務（略）又は石綿等の製造若しく

は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場

所における業務とする。 

  一  ベンジジン及びその塩 

  一の二  ビス（クロロメチル）エーテル 

  二  ベータ－ナフチルアミン及びその塩 

  三  ジクロルベンジジン及びその塩 

  四  アルフア－ナフチルアミン及びその

塩 

  五  オルト－トリジン及びその塩 

  六  ジアニシジン及びその塩 

  七  ベリリウム及びその化合物 

  八  ベンゾトリクロリド 

 九 インジウム化合物 

 九の二 エチルベンゼン 

  九の三  エチレンイミン 

  十  塩化ビニル 
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  十一  オーラミン 

 十一の二 オルト－トルイジン 

  十二  クロム酸及びその塩 

  十三  クロロメチルメチルエーテル 

 十三の二 コバルト及び無機化合物 

  十四  コールタール 

 十四の二 酸化プロピレン 

 十四の三 三酸化二アンチモン 

  十五  三・三′－ジクロロ－四・四′－

ジアミノジフエニルメタン 

 十五の二 一・二－ジクロロプロパン 

 十五の三 ジクロロメタン（別名二塩化

メチレン） 

 十五の四 ジメチル－ニ・ニ－ジクロロ

ビニルホスフェイト（別名 DDVP） 

 十五の五 一・一－ジメチルヒドラジン  

  十六  重クロム酸及びその塩 

  十六の二 ナフタレン 

 十七 ニツケル化合物（次号に掲げる物

を除き、粉状の物に限る。） 

  十八  ニツケルカルボニル 

  十九  パラ－ジメチルアミノアゾベンゼ

ン 

 十九の二 砒(ひ)素及びその化合物（ア

ルシン及び砒(ひ)化ガリウムを除く。） 

  二十  ベータ－プロピオラクトン 

  二十一  ベンゼン 

  二十二  マゼンタ 

 二十二の二 リフラクトリーセラミック

ファイバー  

  二十三  第一号から第七号までに掲げる

物をその重量の一パーセントを超えて含有

し、又は第八号に掲げる物をその重量の〇・

五パーセントを超えて含有する製剤その他

の物（合金にあつては、ベリリウムをその重

量の三パーセントを超えて含有するものに

限る。） 

  二十四  第九号から第二十二号の二まで

に掲げる物を含有する製剤その他の物で、

厚生労働省令で定めるもの 

  

また、歯科医師による健康診断については、

労働安全衛生法施行令および労働安全衛生

規則で規定を設けている。 

 

安衛法施行令第二十二条第三項 

 法第六十六条第三項の政令で定める有害

な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗(ふ

つ)化水素、黄りんその他歯又はその支持組

織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発

散する場所における業務とする。 

 

安衛則第四十八条    

事業者は、令第二十二条第三項の業務に

常時従事する労働者に対し、その雇入れの

際、当該業務への配置替えの際及び当該業

務についた後六月以内ごとに一回、定期に、

歯科医師による健康診断を行なわなければ

ならない。 

 そのうえで、高気圧作業安全規則、電離放

射線障害防止規則、東日本大震災により生

じた放射性物質により汚染された土壌等を

除染するための業務等に係る電離放射線障

害防止規則（除染電離則）、特定化学物質障

害予防規則、石綿障害予防規則、鉛中毒予防

規則、四アルキル鉛中毒予防規則、有機溶剤

中毒予防規則で、詳細を規定している。ま

た、労働安全衛生法とは独立しているが、同

様の趣旨の健康診断として、じん肺法によ

る健康診断がある。 

高気圧作業安全規則 高圧則第三十八条 

電離放射線障害防止規則 電離則第五十六
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条 

除染電離則 第二十条 

特定化学物質障害予防規則 第三十九条 

石綿障害予防規則 石綿則第四十条 

四アルキル鉛中毒予防規則 四アルキル鉛

則第二十二条 

有機溶剤中毒予防規則 有機則第二十九条 

 それぞれの省令の規定には、健康診断の

結果、健康診断の結果についての医師から

の意見聴取、健康診断の結果の通知、健康診

断結果報告等の規定に加えて、労働者が汚

染された場合の緊急診断が規定されている。 

 

２．特殊健康診断の対象者 

【概要と趣旨】 

特殊健康診断には、ばく露測定を含む健

康障害リスクの評価では見逃されるような

健康障害の発生についても早期発見する目

的があるのであれば、作業環境測定の結果

が良いからと言って特殊健康診断の実施を

除外することには無理がある。その点、有機

則第二条の「適用の除外」の規定からは第二

十九条を外した上で、別途、特殊健康診断の

特例の条文を設けて、労働基準監督署長の

認定を受ける等の措置を求めることを前提

に特例を認めることで、安全性が担保され

ている。すなわち、使用量が少なくても特殊

健康診断は実施することになる。 

（健康診断の特例） 

有機則第三十一条 

  事業者は、第二十九条第二項、第三項又は

第五項の健康診断を三年以上行い、その間、

当該健康診断の結果、新たに有機溶剤によ

る異常所見があると認められる労働者が発

見されなかつたときは、所轄労働基準監督

署長の許可を受けて、その後における第二

十九条第二項、第三項又は第五項の健康診

断、第三十条の有機溶剤等健康診断個人票

の作成及び保存並びに第三十条の二の医師

からの意見聴取を行わないことができる。 

２  前項の許可を受けようとする事業者

は、有機溶剤等健康診断特例許可申請書（様

式第四号）に申請に係る有機溶剤業務に関

する次の書類を添えて、所轄労働基準監督

署長に提出しなければならない。 

一  作業場の見取図 

二  作業場に換気装置その他有機溶剤の蒸

気の発散を防止する設備が設けられている

ときは、当該設備等を示す図面及びその性

能を記載した書面 

三  当該有機溶剤業務に従事する労働者に

ついて申請前三年間に行つた第二十九条第

二項、第三項又は第五項の健康診断の結果

を証明する書面 

３  所轄労働基準監督署長は、前項の申請

書の提出を受けた場合において、第一項の

許可をし、又はしないことを決定したとき

は、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者

に通知しなければならない。 

４  第一項の許可を受けた事業者は、第二

項の申請書及び書類に記載された事項に変

更を生じたときは、遅滞なく、文書で、その

旨を所轄労働基準監督署長に報告しなけれ

ばならない。 

５  所轄労働基準監督署長は、前項の規定

による報告を受けた場合及び事業場を臨検

した場合において、第一項の許可に係る有

機溶剤業務に従事する労働者について新た

に有機溶剤による異常所見を生ずるおそれ

があると認めたときは、遅滞なく、当該許可

を取り消すものとする。 

特殊健康診断の対象は、労働安全衛生法
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施行令で定められた業務に常時従事する労

働者となっている。 

【課題】 

「常時従事する労働者」とは、「継続して

当該業務に従事する労働者」のほか、 「一

定期間ごとに継続的に行われる業務であっ

てもそれが定期的に反復される場合には該

当する」とされているが 12、ここでいう一定

期間が明確とは言えない。しかし、慢性ばく

露を前提とした健康障害を前提とした特殊

健康診断の場合、頻度が限られている状態

では、その意義はほとんどないと考えられ

る。ここでいう常時従事について、科学的知

見と照らし合わせた一定のルールが定めら

れるべきと考えられる。 

 

３．特殊健康診断の対象業務・要因 

【概要と趣旨】 

特殊健康診断の対象業務および対象要因

については、法令で詳細に規定されている。

また、そのような法令に基づく健診以外に、

法令上の位置付けは必ずしも明確ではない

が、関連する通達に基づき行政指導として

勧奨されているものがある。そのうち、ＶＤ

Ｔ作業については、元なるガイドラインが

廃止となり、新たに「情報機器作業における

労働衛生のためのガイドラインについて」

（令和元年７月 12日付け基発 0712第３号）

が出されたが、当分の間、「業務の種別」と

して、「ＶＤＴ作業」を使用して報告するこ

とになっている。また、自主的に行う特殊健

康診断も含め、労働者への受診の義務付け

を法定の特殊健康診断と同様に取り扱うこ

とは困難である。化学物質については法令

でリスクアセスメントが義務付けられるか、

努力義務とされている。本来、義務付けられ

た特殊健康診断に加えて、リスクに応じて

行う特殊健康診断の実施を事業者の努力義

務にするなど、その位置づけを明確にする

ことが望ましい。 

指導勧奨による特殊健康診断の対象有害要

因または作業 

紫外線・赤外線  

  昭和 31 年 5 月 18 日付け

基発第 308号 

騒音    

  平成４年 10月 1日付け基

発第 546号 

マンガン化合物（塩基性酸化マンガン）

  昭和 31 年 5 月 18 日付け

基発第 308号 

黄燐または燐の化合物  

   同上 

有機燐剤   

   同上 

亜硫酸ガス   

   同上 

二硫化炭素（有機溶剤以外） 

   同上 

ベンゼンのニトロアミド化合物 

   同上 

脂肪族の塩化または臭化化合物（有機則

の対象外） 同上 

砒素・砒素化合物（三酸化砒素以外）

   同上 

フェニル水銀化合物  

   同上 

アルキル水銀化合物（メチル基・アルキル

基以外） 同上 

クロルナフタリン  

   同上 

沃素    
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   同上 

米杉・ネズコ・リョウブ・ラワン

  昭和 45年 1月 7日付け基

発第 2号 

超音波接着機   

  昭和 46 年 5 月 18 日付け

基発第 308号 

メチレンジフェニルイソシアネート

  昭和 31 年 5 月 18 日付け

基発第 308号 

飼肥料（フェザーミル等）の製造

  昭和 45年 5月 8日付け基

発第 360号 

フェノチアジン系薬剤（クロルプロマジ

ン等） 昭和 45 年 12 月 12 日付け基発第

889 号 

キーパンチャー  

  昭和 39 年 9 月 22 日付け

基発第 1106 号 

都市ガス配管工事（一酸化炭素）

  昭和 40 年 12 月 8 日付け

基発第 223号 

地下駐車場（排気ガス） 

  昭和 46 年 3 月 18 日付け

基発第 223号 

チェーンソー使用  

  昭和 50年 10月 20日付け

基発第 610号 

振動工具（チェーンソー以外の取扱い）

  昭和 49 年 1 月 28 日付け

基発第 45号 

腰痛（重量物・介護等） 

  平成 6 年 9 月 6 日付け基

発第 547号 

金銭登録作業   

  昭和 48 年 3 月 30 日付け

基発第 188号 

引金付き工具の取扱い  

  昭和 50 年 2 月 19 日付け

基発第 94号 

情報機器作業   

  令和元年７月 12 日付け

基発 0712第３号 

レーザー光線   

  昭和 61 年 1 月 27 日付け

基発 39号 

※ 通達は、最新の改正分を記載 

 

 

 

【課題】 

事業場においては、化学物質の使用は単

剤ではなく、多くの場合には混合物質で用

いられている。そのような場合、裾切値を設

けて、それ以上の含有率（重量比）の場合に

は、当該物質に対する特殊健康診断の実施

が必要となる。しかし、揮発性の高い物質の

場合には、実際の気中濃度は重量比を反映

するものではないため、必要な特殊健康診

断が実施されない可能性がある。（図４） 

そもそも特殊健康診断の対象となってい

る物質は、極めて限られた物質である。しか

し、法令の規制は最低限を定めたものであ

り、規制されていない物質が安全であると

は言えない以上、法規制以外の物質であっ

ても、一定のばく露がある場合には適当な

方法で特殊健康診断の対象とすべきと考え

られる。また、自主的に行う特殊健康診断に

ついては、労働者への受診の義務付けを法

定の特殊健康診断と同様に取り扱うことは

困難である。化学物質については法令でリ

スクアセスメントが義務ないし努力義務と
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されている。本来、義務付けられた特殊健康

診断に加えて、リスクに応じて行う特殊健

康診断の実施を事業者の努力義務にするな

ど、その位置づけを明確にすることが望ま

しい。 

（図５） 

 

４．特殊健康診断の項目 

【概要と趣旨】 

法定の特殊健康診断の項目は、1)業務の

経歴の調査、2)作業条件の簡易な調査、3)既

往歴の調査、4)自他覚症状の有無の検査を

基本として、さらに要因ごとに必要な検査

が決まっている。「作業条件の簡易な調査」

とは、前回の特殊健康診断以降の作業条件

の変化、環境中の当該物質の濃度に関する

情報、作業時間、ばく露の頻度、この物質の

蒸気などの発生源からの距離、呼吸用保護

具の使用状況などについて、健診を行う医

師が主にこの労働者から聴取するものであ

る。また、健診項目には、必ず実施すべき項

目と医師が必要と判断した場合に実施しな

ければならない項目に分けられる。（特定化

学物質障害予防規則では、一次健診、二次健

診という分類で表現されることが一般的で

ある。）この中で、要因ごとの検査には、バ

イオロジカルモニタリングと標的臓器の影

響を早期発見するための検査項目がある。

バイオロジカルモニタリングとは、健康障

害要因の中でも化学物質について、体内に

取り込まれた物質またはその代謝物の濃度

を、生体試料を用いて測定して、曝露量の推

定を行うための方法である。特殊健康診断

の目的は、「個々の労働者ごとの曝露の情報

を得ること」と「健康影響を早期に発見する

こと」であるが、バイオロジカルモニタリン

グは作業条件の簡易な調査とともに「個々

の労働者ごとの曝露の情報を得ること」の

ための項目である。 

 

これらの特殊健康診断の項目は、科学的

エビデンスをもとに設定されることが基本

となっている。しかし現行の特殊健康診断

の多くの項目は、各有害要因に関する省令

が制定された時期の作業環境やエビデンス

が基本となっている。その後、日本の職場の

環境は改善しており、当初想定された高濃

度ばく露がほとんど見られなくなった有害

要因も多い。また、発がん性や生殖毒性など

の健康影響が明らかになるなど、エビデン

スの蓄積がなされている 13。本来は、それに

応じて柔軟に健康診断の項目が見直される

べきであるが、省令改正の手続きの煩雑さ

などから、そのような対応は容易ではない。

そのため、特殊健康診断の項目が時代遅れ

になる可能性がある。また、本来、特殊健康

診断の判定は、曝露の推定と健康上の所見

の組み合わせで行われるべきであるが 14、

一部のバイオロジカルモニタリングが導入

されている物質以外では、曝露の推定に関

わる情報が不足していた。このような問題

を改善するために、厚生労働省が中央労働

災害防止協会に委託した事業で、平成 19年

度に作業条件の簡易な調査を含む特殊健康

診断の項目改正に関する報告書が出された

15。しかし、諸事情によって省令の改正に結

び付かず、新たに義務付けられた化学物質

についてはその際の考え方が導入されたに

過ぎない。そして、当初の報告書から 12年

を経過した令和２年度において大幅な改正

が計画されているといった状況である 16。 

【課題】 
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今後、法定の特殊健康診断の項目につい

て、曝露の推定と健康影響の評価の関係を

明確にしたうえで、労働者のばく露状況や

エビデンスに基づく健診項目の見直しが行

われるべきである。 

法定の特殊健康診断には、医師の判断で

実施すべき項目が含まれている。この医師

については、事業場の実情を知り、また事業

者に対して勧告権を有する産業医を前提す

るべきと考えられる 17。しかし、産業医選任

のない事業場においては、健康診断を実施

する医師に頼らざるを得ない。タイ 18など、

特殊健康診断を実施する医師は、産業衛生

専門医に限定している国があるように、特

殊健康診断における判断には、一定の専門

性が必要である。法令では健診項目が明確

にされているが、運用における課題が存在

している。 

また、未規制物質についても、リスクアセ

スメントの結果に基づき実施を検討するこ

とを前提に、その健診項目については事業

場の実情をよく知る産業医の助言でより柔

軟に設定できるように検討すべきと考えら

れる。 

 

Ⅲ 臨時健康診断 

【概要と趣旨】 

安衛法第六十六条第四項   

都道府県労働局長は、労働者の健康を保

持するため必要があると認めるときは、労

働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省

令で定めるところにより、事業者に対し、臨

時の健康診断の実施その他必要な事項を指

示することができる。 

労働安全衛生法では、労働者の健康を保

持するために必要がある場合には、都道府

県労働基準局長が臨時の健康診断の実施を

事業者に対して指示できることが規定され

ている。その手続きについては、安衛則で規

定されている。実際にこの規定が適用され

た例として、東日本大震災に伴うに東京電

力福島第一原子力発電所事故に際して、東

京電力等に対して、数度の指示が出された

事例がある 19。 

安衛則第四十九条   法第六十六条第四項

の規定による指示は、実施すべき健康診断

の項目、健康診断を受けるべき労働者の範

囲その他必要な事項を記載した文書により

行なうものとする。 

 

Ⅳ 健康診断の実施に係るその他の

論点 

１．健康診断の実施費用 

【概要と趣旨】 

 解釈例規によれば、健康診断の費用につ

いては、法で事業者に健康診断の実施が義

務付けられている以上、当然、事業者が負担

すべきものであるとしている 20。また、受診

に要した時間についての賃金の支払いにつ

いては、労働者一般に対して行われる一般

健康診断は、一般的な健康の確保をはかる

ことを目的として事業者にその実施義務を

課したものであり、業務遂行との関連にお

いて行われるものではないので、その実施

のために要した時間については、当然には

事業者の負担すべきものではなく、労使協

議して定めるべきものであるが、労働者の

健康確保は、事業の円滑な運営に不可欠な

条件であることを考えると、その受診に要

した時間の賃金を事業者が支払うことが望

ましいとされている。 

一方、特定の有害な業務に従事する労働
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者について行われる健康診断である特殊健

康診断については、業務の遂行に絡んで当

然実施されなければない性格のものであり、

それは所定労働時間内に行われるのを原則

とすることとされている。 

【課題】 

 労働安全衛生法で一般健康診断が規定さ

れた当時と異なり、一般健康診断について

も過重労働による健康障害防止などの目的

に用いられているなど 21、事業者の安全配

慮義務履行に不可欠になったおり、可能な

限り労働時間内に実施されるべきものと考

えられる。 

 

２．健康診断の精度 

【概要と趣旨】 

社内で行っている健康診断について、そ

の精度のレベルや、健康診断で発見できな

かった病気について企業はどこまで責任を

問われるのかが一つの論点になる。従業員

の肺がんによる死亡につき、社内健康診断

におけるレントゲン写真の異常陰影の見過

ごしなどの不備のため、肺がんの発見と処

置が遅れたものとして、健康診断を実施し

た医師、診療所、雇主企業が安全配慮義務違

反の責任が問われた事例では、「定期健康診

断は、一定の病気の発見を目的とする検査

や何らかの疾病があると推認される患者に

ついて、具体的な疾病を発見するために行

われる精密検査とは異なり、企業等に所属

する多数の者を対象にして異常の有無を確

認するために実施されるもので」、「そこに

おいて撮影された大量のレントゲン写真を

短時間に読影するものであることを考慮す

れば、その中から異常の有無を識別するた

めに医師に課せられる注意義務の程度には

おのずと限界がある」として、「信義則上、

一般医療水準に照らし相当と認められる程

度の健康診断を実施し、あるいはこれを行

える医療機関に委嘱すれば足りる」として、

企業の責任を否定した 22。 

【課題】 

多くの場合、外部健診機関に健康診断が

委嘱されており、事業者が直接健康診断の

精度に責任を持つことができない。しかし、

健診機関には、全国労働衛生団体連合会が

実施する精度管理事業 23 や、同連合会や日

本人間ドック学会が実施するサービス機能

評価の仕組みがあり、多くの機関がこの制

度を利用して精度および質の管理に努めて

いる。また、これらの制度による評価結果が

公表されている 24,25。それらの情報を利用

して、精度や質の管理がされた機関から選

定するといった取組みを心掛けるべきと考

えられる。 

 

３．健康診断の実施に係る罰則 

【概要と趣旨】 

一般健康診断（安衛法第 66 条第 1 項）、

特殊健康診断（第 2 項）、歯科医師による

特殊健康診断（第 3項）、臨時健康診断（第

4項）の違反は、安衛法第 120条で 50万円

以下の罰金に処することが規定されている。 

事業者が健康診断を実施せず罰金が科せ

られた事例として、健康診断を実施せず、ま

た違法に時間外労働を行わしたことにより

労働安全衛生法および労働基準法違反に問

われ、企業および経営者にそれぞれ 40万円

の罰金が科せられた事例（平成 12年 8月 9

日大阪地裁）26や、人材派遣会社が健康診断

を実施せず、医師名義の健康診断個人票を

派遣先に提出したことにより労働安全衛生
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法違反および有印私文書偽造に問われ、懲

役１年６月・執行猶予３年、罰金 30万円に

科せられた事例（平成 18 年 10 月 3 日長崎

地裁）がある 27。しかし、いずれの事例も他

の違反が重なった事例であり、単独の違反

で罰金に科せられる場合はあまりないよう

である。 

 

Ⅴ 労働者の受診義務等 

１．労働者の受診義務 

【概要と趣旨】 

安衛法第六十六条第五項 

  労働者は、前各項の規定により事業者が

行なう健康診断を受けなければならない。

ただし、事業者の指定した医師又は歯科医

師が行なう健康診断を受けることを希望し

ない場合において、他の医師又は歯科医師

の行なうこれらの規定による健康診断に相

当する健康診断を受け、その結果を証明す

る書面を事業者に提出したときは、この限

りでない。 

 

労働安全衛生法に基づく各種健康診断は、

労働者にも受診義務が課せられている。ま

た、同項の但し書きで、事業者の指定以外の

医師又は歯科医師の行う健康診断の結果を

提出することによって、それに代えること

が認められている。その際の証明すべき内

容については、項目ごとの結果であること

が安衛則で規定されている。 

安衛則第五十条 法第六十六条第五項ただ

し書の書面は、当該労働者の受けた健康診

断の項目ごとに、その結果を記載したもの

でなければならない。 

しかし、健康文化が十分に定着していな

い事業場では、何度も指導しても受診をし

ない労働者がいることも事実である。その

ような労働者に対して、上司・部下関係を利

用して受診指導または指揮命令権を利用し

て受診命令を出すことは当然行うべきこと

と考えられる。このような取組みよって、受

診率はかなり向上する。近年、労働力の高齢

化に対して、国の事業で健康経営の推進が

図られているが、そのプログラムの一つで

ある健康経営優良法人の認定では、一般健

康診断の受診率が実質 100％であることを

要件としている 28。 

問題は、それでも受診を拒否する労働者

に対して、懲戒処分を行うことができるか

どうかである。このことに関して、公立中学

校教諭が放射線の被ばくによる悪影響を理

由に定期健康診断の胸部エックス線検査を

受診せず、受診を命じた校長の業務命令を

拒否、これを地方公務員法違反に当たると

して、減給処分としたことに対し、同教諭が

その取り消しを請求したが、同教諭が受診

を拒否する理由としてエックス線検査の有

害性があること等の実情を認めつつも、そ

の医学的有用性が存在し、受診命令に従う

義務があったとして、減給処分が有効であ

ると判断した判例（愛知県教育委員会事件

2001年 4月 26日最高裁）がある 29。 

また、会社の健康診断を受けていなかっ

た課長補佐が、自宅で急性心筋梗塞を引き

起こして死亡し、もともと心筋梗塞の素因

をもっていた同課長補佐に過重な業務を課

したこと、また、健康診断を受けさせなかっ

たことは健康配慮義務違反に当たるとして、

遺族が会社に対して損害賠償請求の訴訟を

起こした事例で、「心筋梗塞の素因を持つ従

業員に対して過重な負担を課すものであっ

た点で、健康配慮義務の不完全履行に当た
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るが、会社の健康診断についても支店長の

誘いを断り、会社には強制的に健康診断を

受けさせる義務があったとはいえないこと

から、その責任は本人が負うべきである」と

して、業務と死亡との因果関係を認め、健康

配慮義務違反も認められたが、死亡につい

て予見可能性はなかったとして、会社の損

害賠償責任は否定された判例（住友林業事

件 1981 年 9 月 30 日名古屋地裁）がある

30。 

 

２．自発的健康診断の結果の提出 

【概要と趣旨】 

安衛法第六十六条の二   

午後十時から午前五時まで（厚生労働大

臣が必要であると認める場合においては、

その定める地域又は期間については午後十

一時から午前六時まで）の間における業務

（以下「深夜業」という。）に従事する労働

者であつて、その深夜業の回数その他の事

項が深夜業に従事する労働者の健康の保持

を考慮して厚生労働省令で定める要件に該

当するものは、厚生労働省令に定めるとこ

ろにより、自ら受けた健康診断（略）の結果

を証明する書面を事業者に提出することが

できる。 

 

使用者は、健康診断の結果を受けて、健康

管理義務を負うとともに、後述のように労

働安全衛生法の規定に基づき医師の意見を

聴き、必要がある場合には就業上の措置を

実施することが義務付けられている。深夜

業に従事する労働者については、自発的に

受診した健康診断についても、事業者に提

出することによって、その対応を求めるこ

とを可能とすることが本条文の趣旨である。

また、その対象となる要件は安衛則で定め

られている。 

安衛則第五十条の二 法第六十六条の二の

厚生労働省令で定める要件は、常時使用さ

れ、同条の自ら受けた健康診断を受けた日

前六月間を平均して一月当たり四回以上同

条の深夜業に従事したこととする。 

安衛則第五十条の三 前条で定める要件に

該当する労働者は、第四十四条第一項各号

に掲げる項目の全部又は一部について、自

ら受けた医師による健康診断の結果を証明

する書面を事業者に提出することができ

る。ただし、当該当健康診断を受けた日から

三月を経過したときは、この限りでない。 

安衛則第五十条の四 法第六十六条の二の

書面は、当該労働者の受けた健康診断の項

目ごとに、その結果を記載したものでなけ

ればならない。 

 

Ⅵ 健康診断結果の記録と情報管理 

１．健康診断結果の記録の保存 

【概要と趣旨】 

第六十六条の三   

事業者は、厚生労働省令で定めるところ

により、第六十六条第一項から第四項まで

及び第五項ただし書並びに前条の規定によ

る健康診断の結果を記録しておかなければ

ならない。 

 

安衛法第 66条の 3で、事業者に健康診断

の結果記録を義務付けている。保存期間に

ついては、健康診断の内容によって異なる

が、一般健康診断については安衛則第 51条

で、健康診断個人票様式第 5号を作成して、

これを 5 年間保存しなければならないとし

ている。また、特殊健康診断についても、各
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省令で記録の保存について規定している。 

安衛則第五十一条   事業者は、第四十三

条、第四十四条若しくは第四十五条から第

四十八条までの健康診断若しくは法第六十

六条第四項の規定による指示を受けて行つ

た健康診断（同条第五項ただし書の場合に

おいて当該労働者が受けた健康診断を含

む。次条において「第四十三条等の健康診

断」という。）又は法第六十六条の二の自ら

受けた健康診断の結果に基づき、健康診断

個人票様式第五号（一）（二表面）（二裏面）

（三）を作成して、これを五年間保存しなけ

ればならない。 

（表２） 

後述の事後措置指針では、事業者は、安衛

法第 66 条の 3 及び第 103 条の規定に基づ

き、健康診断結果の記録を保存しなければ

ならないとし、「記録の保存には、書面によ

る保存及び電磁的記録による保存があり、

電磁的記録による保存を行う場合は、厚生

労働省の所管する法令の規定に基づく民間

事業者等が行う書面の保存等における情報

通信の技術の利用に関する省令（平成 17年

厚生労働省令第 44号）に基づき適切な保存

を行う必要がある。また、健康診断結果には

医療に関する情報が含まれることから、事

業者は安全管理措置等について『医療情報

システムの安全管理に関するガイドライン』

を参照することが望ましい」としている。 

 

２．健康情報の保護 

【概要と趣旨】 

安衛法 104条およびじん肺法第 35条の三

で、事業者は、労働者の心身の状態に関する

情報を収集し、保管し、又は使用するに当た

っては、労働者の健康の確保に必要な範囲

内で労働者の心身の状態に関する情報を収

集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこ

れを保管し、及び使用しなければならない

としている。また、事業者は、労働者の心身

の状態に関する情報を適正に管理するため

に必要な措置を講じなければならないとし

ている。これらの規定による措置を適切か

つ有効な実施を図るため必要な指針として、

「労働者の心身の状態に関する情報の適正

な取扱いのために事業者が講ずべき措置に

関する指針（平成 30 年９月７日 労働者の

心身の状態に関する情報の適正な取扱い指

針公示第１号）」が公表されている。この指

針は、事業者が、労働安全衛生法に基づき実

施する健康診断等の健康を確保するための

措置や任意に行う労働者の健康管理活動を

通じて得た労働者の心身の状態に関する情

報については、そのほとんどが個人情報の

保護に関する法律第２条第３項に規定する

「要配慮個人情報」に該当する機微な情報

である。そのため、事業場において、労働者

が雇用管理において自身にとって不利益な

取扱いを受けるという不安を抱くことなく、

安心して産業医等による健康相談等を受け

られるようにするとともに、事業者が必要

な心身の状態の情報を収集して、労働者の

健康確保措置を十全に行えるようにするた

めには、関係法令に則った上で、心身の状態

の情報が適切に取り扱われることが必要で

あることから、事業者が、当該事業場におけ

る心身の状態の情報の適正な取扱いのため

の規程を策定することによる当該取扱いの

明確化が必要である。こうした背景の下、同

指針は、前述の安衛法及びじん肺法の規定

に基づき、心身の状態の情報の取扱いに関

する原則を明らかにしつつ、事業者が策定
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すべき取扱規程の内容、策定の方法、運用等

について定めたものである。 

同指針では、事業場で取り扱う労働者の

心身の状態の情報について、① 労働安全衛

生法令に基づき事業者が直接取り扱うこと

とされており、労働安全衛生法令に定める

義務を履行するために、事業者が必ず取り

扱わなければならない心身の状態の情報、

② 労働安全衛生法令に基づき事業者が労

働者本人の同意を得ずに収集することが可

能であるが、事業場ごとの取扱規程により

事業者等の内部における適正な取扱いを定

めて運用することが適当である心身の状態

の情報、③労働安全衛生法令において事業

者が直接取り扱うことについて規定されて

いないため、あらかじめ労働者本人の同意

を得ることが必要であり、事業場ごとの取

扱規程により事業者等の内部における適正

な取扱いを定めて運用することが必要であ

る心身の状態の情報に分類して、心身の状

態の情報の取扱いの原則を示している。健

康診断に関係して、①には「健康診断の受

診・未受診の情報」、「健康診断の事後措置

について医師から聴取した意見」、②には

「健康診断の結果（法定の項目）、「健康診

断の再検査の結果（法定の項目と同一のも

のに限る。）」、③には「健康診断の結果(法

定外項目)」、「保健指導の結果」、「健康

診断の再検査の結果（法定の項目と同一の

ものを除く。）」、「健康診断の精密検査の

結果」を例として挙げている。 

(表３) 

一方、事後措置指針では、「事業者は、雇

用管理に関する個人情報の適正な取扱いを

確保するために事業者が講ずべき措置に関

する指針（平成 16 年厚生労働省告示第 259

号）に基づき、健康情報の保護に留意し、そ

の適正な取扱いを確保する必要がある。就

業上の措置の実施に当たって、関係者に健

康情報を提供する必要がある場合には、そ

の健康情報の範囲は、就業上の措置を実施

する上で必要最小限とし、特に産業保健業

務従事者（産業医、保健師等、衛生管理者そ

の他の労働者の健康管理に関する業務に従

事する者をいう。）以外の者に健康情報を取

り扱わせる時は、これらの者が取り扱う健

康情報が利用目的の達成に必要な範囲に限

定されるよう、必要に応じて健康情報の内

容を適切に加工した上で提供する等の措置

を講ずる必要がある」としている。 

 

３．守秘義務 

【概要と趣旨】 

 安衛法第 105条およびじん肺法第 35条の

4で、法令の規定等の実施の事務に従事した

者は、その実施に関して知り得た労働者の

秘密を漏らしてはならないとして、守秘義

務を課している。 

 

４．罰則 

【概要と趣旨】 

健康診断結果の記録（安衛法第 66条の 3）

の違反は、安衛法第 120条で 50万円以下の

罰金に処することが規定されている。 

 

Ⅶ 健康診断結果に基づく就業配慮 

１．健康診断の結果についての医師等

からの意見聴取 

【概要と趣旨】 

安衛法第六十六条の四   

事業者は、第六十六条第一項から第四項

まで若しくは第五項ただし書又は第六十六
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条の二の規定による健康診断の結果（当該

健康診断の項目に異常の所見があると診断

された労働者に係るものに限る。）に基づ

き、当該労働者の健康を保持するために必

要な措置について、厚生労働省令で定める

ところにより、医師又は歯科医師の意見を

聴かなければならない。 

 

 健康診断は、使用者がその結果を一般健

康管理義務および特殊健康管理義務を果た

すために活用してはじめて有効となる。使

用者は、結果そのものを十分に解釈して、適

切な対応を行うために必要な知識を有して

いない以上、当然、医師又は歯科医師からの

意見を参考にする必要がある。そこで、安衛

法第 66 条の 4 に基づく医師の意見につい

て、一般健康診断については安衛則第 51条

の 2 で、また特殊健康診断については、各

省令で規定されている。 

安衛則第五十一条の二    

第四十三条等の健康診断の結果に基づく

法第六十六条の四の規定による医師又は歯

科医師からの意見聴取は、次に定めるとこ

ろにより行わなければならない。 

  一  第四十三条等の健康診断が行われた

日（法第六十六条第五項ただし書の場合に

あつては、当該労働者が健康診断の結果を

証明する書面を事業者に提出した日）から

三月以内に行うこと。 

  二  聴取した医師又は歯科医師の意見を

健康診断個人票に記載すること。 

２ 法第六十六条の二の自ら受けた健康診

断の結果に基づく法第六十六条の四の規定

による医師からの意見聴取は、次の定める

ところにより行わなければならない。 

 一 当該健康診断の結果を証明する書面

が事業者に提出された日から二月以内に行

うこと。 

 二 聴取した医師の意見を健康診断個人

票に記載すること。 

３ 事業者は、医師又は歯科医師から、前二

項の意見聴取を行う上で必要となる労働者

の業務に関する情報を求められたときは、

速やかに、これを提供しなければならない。 

意見聴取を行う対象となる「異常の所見

があると診断された労働者」とは、解釈例規

31では、「健康診断の結果、その項目に異常

の所見があると医師等が診断した者である

こと」としており、それ以上の具体的な基準

は存在しない。ただし、異常といっても、

様々なレベルがあり、健康診断では、要観察

（自己管理を行うことを前提として、次回

健康診断までに再確認をするもの）、要管理

（医師の管理のもとで、健康管理に取り組

むことが必要なもの）、要治療、要精密検査

などの段階で評価される。また、対象者の中

にはすでに治療を受けていたり、主治医の

管理下にあるものもいるため、まず医療上

の判定がされる。そのうえで、就業措置を含

む事後措置が検討される。 

後述の事後措置指針では、イ意見を聴く

医師等、ロ 医師等に対する情報の提供、ハ 

意見の内容、ニ 意見の聴取の方法と時期を

明確化している。 

「イ 意見を聴く医師等」とは、産業医の

選任義務のある事業場においては、産業医

が労働者個人ごとの健康状態や作業内容、

作業環境についてより詳細に把握しうる立

場にあることから、産業医から意見を聴く

ことが適当である。 

「ロ 医師等に対する情報の提供」に関し

て、「事業者は、適切に意見を聴くため、必
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要に応じ、意見を聴く医師等に対し、労働者

に係る 作業環境、労働時間、労働密度、深

夜業の回数及び時間数、作業態様、作業負荷

の状況、過去の健康診断の結果等に関する

情報及び職場巡視の機会を提供し、また、健

康診断の結果のみでは労働者の身体的又は

精神的状態を判断するための情報が十分で

ない場合は、労働者との面接の機会を提供

することが適当である」としており、意見を

聴く医師等が適切に判断できるように情報

を提供することの重要性を強調している。 

「ハ 意見の内容」については、「事業者

は、就業上の措置に関し、その必要性の有

無、講ずべき措置の内容等に係る意見を医

師等から聴く必要がある」としている。必要

性の有無については、通常勤務、就業制限、

要休業の３区分として、就業制限とは、「勤

務に制限を加える必要のあるもの」という

内容であり、その場合には事業者は、「勤務

による負荷を軽減するため、労働時間の短

縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負

荷の制限、作業の転換、就業場所の変更、深

夜業の回数の減少、昼間勤務への転換等の

措置を講じる」ことになる。医師等が就業制

限の判定を行った場合、事業者が行うべき

就業制限の内容をどこまで具体的に述べる

べきかについては、明確に記述はされてい

ない。しかし、厚生労働省の長時間労働者、

高ストレス者の面接指導に関する報告書・

意見書作成マニュアルに含まれる「医師が

作成する報告書・意見書の様式（例）」では、

就業上の措置として、労働時間の短縮（時間

外労働の制限、時間外労働の禁止、就業時間

を制限、変形労働制または裁量労働制の対

象からの除外）と労働時間以外の項目（就業

場所の変更、作業の転換、深夜業の回数の減

少、昼間勤務への転換）などを選択肢ととも

に、具体的な内容と措置期間を記述できる

様式となっており参考となる。また、事後措

置指針では、作業環境管理及び作業管理を

見直す必要がある場合には、作業環境測定

の実施、施設又は設備の設置又は整備、作業

方法の改善その他の適切な措置の必要性に

ついて意見を求めるものとするとあるが、

基本的に特殊健康診断を想定したものと考

えられる。（図６）（表４） 

「ニ 意見の聴取の方法と時期」について

は、「事業者は、医師等に対し、労働安全衛

生規則等に基づく健康診断の個人票の様式

中医師等の意見欄に、就業上の措置に関す

る意見を記入することを求めることとする。

なお、記載内容が不明確である場合等につ

いては、当該医師等に内容等の確認を求め

ておくことが適当である。また、意見の聴取

は、速やかに行うことが望ましく、特に自発

的健診及び二次健康診断に係る意見の聴取

はできる限り迅速に行うことが適当である」

としている。健康診断の判定は、一定の健康

診断期間ごとに区切って、産業医等が判定

することが多いため、健康診断の実施から

医師の意見聴取まで１ヵ月以上を要するこ

とは少なくないと思われる。しかし、明らか

な異常値が認められた場合に、健康診断実

施機関からいわゆるパニック値として情報

が提供されることがある 32。その場合には、

医師の意見聴取も緊急で行うことが求めら

れる。 

事後措置指針では、「事業者は、就業上の

措置を決定するに当たっては、できる限り

詳しい情報に基づいて行うことが適当であ

ることから、再検査又は精密検査を行う必

要のある労働者に対して、当該再検査又は
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精密検査受診を勧奨するとともに、意見を

聴く医師等に当該検査の結果を提出するよ

う働きかけることが適当である」としてい

る。このような再検査又は精密検査は、診断

の確定や症状の程度を明らかにするもので

あり不可欠なものであるが、結果の確定ま

で数か月を要することは少なくない。その

間の就業制限の取り取扱いについては、事

業場ごとに取り決めておくべき必要がある。

具体的には、「就業判定を保留としておき、

再検査または精密検査の結果が出た段階で、

就業区分をつけ、必要に応じて就業制限を

かける方法」と、「仮の就業判定に基づき就

業制限をかけた上で、結果が確定した段階

で必要に応じて就業制限をかける方法」で

ある。後者には業務への大きな影響をきた

す恐れがあるし、前者にはその間に健康問

題を原因とした問題が発生するリスクが存

在する。それぞれの事業場において、業務に

かかわるリスクに応じた方法が選択される

べきと考えられる。 

再検査又は精密検査の結果の取扱いにつ

いて、解釈例規では、それらの結果に基づき

意見の聴取を事業者に義務付けるものでは

ないが、再検査又は精密検査の受診は、疾病

の早期発見、その後の健康管理等に資する

ことから、事業場でのその取扱いについて、

労使が協議して定めることが望ましいとし

ている 33。 

精密検査の実施に関する判例として、健

康診断の結果、要精密検査の診断が出てい

たのに本人に通知せず運転業務に就かせた

ため、入院を要するまで病勢（肺結核）が進

行するにいたったとして、損害賠償を請求

された事例で、健康診断の結果は労働者自

身も事故の健康管理を行ううえで重要な資

料となるものであり、労働者に健診診断の

結果を通知すべき義務があるものというべ

きであるとして、事業者の責任を認めてい

る 34。一方、定期健康診断の結果により肺結

核にかかっていることが労働者に伝えられ、

診療または精密検査を受けるよう指示した

にもかかわらず、医師の精密検査を受ける

ことを怠り、時期を失して外科手術を受け

ざるをえない状態に至ったが、当該労働者

が、使用者は当時の労基法や安衛則に従っ

て積極的にその就業を禁止すべきだったな

どとして、損害賠償を求めた事件について、

診療および精密検査受検を指示した使用者

は、その結果の報告をもって対応措置をと

れば足り、同人が精密検査を受けず、業種の

転換の申出もせずに病勢が悪化したとして

も、過失責任はないと判断されている 35。ま

た、労働者の出向中にくも膜下出血等を発

症した事故につき、過重労働を否定したう

えで、高血圧症の労働者にとっては過重な

労働であったという主張と理解しても、使

用者がそれを知っていたとは認められない

こと、産業医は降圧剤の投薬を必要とする

ほどの状態ではないと判断し、繰り返し計

測を行って血圧値に注意するように指導す

るなどの適切な指示をしていること、労働

安全衛生法による健康診断は、当該業務上

の配慮をする必要があるか否かを確認する

ことを主たる目的とするものであり、労働

者の疾病そのものの治療を目的とするもの

ではないことなどを考慮し、仮に降圧剤の

投薬を開始するのが望ましい状態であった

としても、被害労働者に降圧剤の投薬を開

始する指示をしなかったからといっても、

産業医に過失があるとは言えないとして、

安全配慮義務違反を否定している 36。 
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就業区分にある就業制限の判定は、作業内

容と労働者の健康状態との組み合わせで行

われるべきであり、明確な判定基準には馴

染まないため、明確にされていない。しか

し、産業医ごとの就業制限にあまりにも大

きな隔たりがあれば、当然のことながら事

業者からも労働者からも信頼を得ることは

困難となる。そこで、就業制限を行う場合の

理由の類型化（藤野ら、2012）37と一般健康

診断の健診項目に対する専門産業医のコン

センサス調査（Tateishi et al, 2016）36が

行われ、参考にされている。しかし、これら

のコンセンサス調査は、客観的な結果がで

る主に血液検査に対するものである。（表

５） 

 

一般健康診断には、自他覚症状の項目が

存在する。特に自覚症状については、本人し

かわからないものであり、事業者は本人の

愁訴の申出を待つ以外に把握する方法はな

い。そのため、労働者が自己の健康状態の自

覚症状を放置しておいて、その責任までを

使用者に問うわけにはいかない。高血圧症

の基礎疾患を持つフォークリフトの運転手

が高血圧性脳内出血で死亡した事例につい

て、基礎疾患につき健診担当医から注意が

示されておらず、本人が使用者に対して治

療中と偽り、業務の負荷について申告もせ

ず、会社からの「ふるまい酒」を断らずに摂

取していたという前提を踏まえ、「本来自己

の体調の異常や健康障害の兆は、特段の事

情がない限り、自己が真先きに気づくもの

であり、これに基づいて本人自らが健康管

理を配慮するものである」として、会社に予

見可能性がなく、会社の安全配慮義務の不

履行による責任が否定された判例がある 39。

一方、労働者から申し出があった場合には、

使用者はその内容を検討し、産業医の意見

を聴くなどして、本人の健康保持のために

配慮措置が必要か否か、必要なときはどの

ような措置が必要かにつき所要の措置をと

り「病状の増悪の防止、健康回復に必要な措

置を講ずべき義務」を負うことになる。一

方、特殊健康診断については、ABCTR判定と

呼ばれる判定区分を用いて、その後の事後

措置の必要性の意見を出すことが一般的で

ある。特殊健康診断の場合には、一般健康診

断と同様に、労働者の就業上の配慮を行う

ことになるが、作業環境の改善や曝露軽減

のための措置を実施することが大変重要で

ある。 

（表６） 

【課題】 

事後措置指針は、産業医の選任義務のな

い事業場においては、労働者の健康管理等

を行うのに必要な医学に関する知識を有す

る医師等から意見を聴くことが適当であり、

こうした医師が労働者の健康管理等に関す

る相談等に応じる地域産業保健センター事

業の活用を図ること等が適当である、とし

ている。しかし、そのキャパシティーからし

ても、すべての 50人未満の事業場が地域産

業保健センターの事業を活用することはで

きないし、医師の意見には、 (ｲ) 就業区分

及びその内容についての意見と (ﾛ) 作業

環境管理及び作業管理についての意見が含

まれることから、仮に医師等に対する情報

の提供が行われても、実際に事業場を巡視

し、労働者の実態を把握していない医師が

意見を述べることは極めて困難である。そ

こで、健康診断を実施している企業外労働

衛生機関に注目し、産業医契約のない小規
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模事業場に対して就業判定サービスを提供

できる条件について、その統括医師と事務

担当者にヒアリング調査等を行った結果、

企業外労働衛生機関としては、産業医契約

のない小規模事業場の労働者の判定を行う

ためには、1)ある程度職場の状況が把握で

き、2)労働者本人との面談ができることが

必要で、3)面談に必要なマンパワーの確保

と適正な収入が得られる必要があるとの見

解が示された 40 その点事後措置指針では、

「必要に応じ、意見を聴く医師等に対し、

（中略）職場巡視の機会を提供し、（中略）

身体的又は精神的状態を判断するための情

報が十分でない場合は、労働者との面接の

機会を提供することが適当である」として

いることは特筆に値する。しかし、現実的に

は多くの事業場でそのような対応が行われ

ているとは考えられず、健康診断が労働者

の適正配置に有効に利用されるうえで、大

きな課題と考えられる。 

 

２．健康診断実施後の措置 

【概要と趣旨】 

安衛法第六十六条の五   

事業者は、前条の規定による医師又は歯

科医師の意見を勘案し、その必要があると

認めるときは、当該労働者の実情を考慮し

て、就業場所の変更、作業の転換、労働時間

の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講

ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設

備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師

の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員

会又は労働時間等設定改善委員会（労働時

間等の設定の改善に関する特別措置法（平

成四年法律第九十号）第七条に規定する労

働時間等設定改善委員会をいう。以下同

じ。）への報告その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

２  厚生労働大臣は、前項の規定により事事

業業者者がが講講ずずべべきき措措置置のの適適切切かかつつ有有効効なな実実施施

をを図図るるたためめ必必要要なな指指針針を公表するものとす

る。 

３  厚生労働大臣は、前項の指針を公表し

た場合において必要があると認めるとき

は、事業者又はその団体に対し、当該指針に

関し必要な指導等を行うことができる。 

 

安衛法第 66 条の 5 に基づき、事業者は、

医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必

要があると認めるときは、当該労働者の実

情を考慮して、就業場所の変更、作業の転

換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等

の措置等の措置を講ずることが求められて

いる。その具体的な指針として、「健康診断

結果に基づき事業者が講ずべき措置に関す

る指針（事後措置指針）」が公表されている。 

健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措

置に関する指針（目次） 

平成８年 10 月 １日 健康診断結果措置指

針公示第１号 

最新改正 平成 29 年 4 月 14 日 健康診

断結果措置指針公示第９号  

１ 趣旨    

２ 就業上の措置の決定・実施の手順と留意

事項  

（１）健康診断の実施    

（２）二次健康診断の受診勧奨等   

（３）健康診断の結果についての医師等か

らの意見の聴取    

イ 意見を聴く医師等 

ロ 医師等に対する情報の提供  

ハ 意見の内容  
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（イ）就業区分及びその内容について

の意見  

（ロ）作業環境管理及び作業管理につ

いての意見   

ニ 意見の聴取の方法と時期  

 （４）就業上の措置の決定等    

イ 労働者からの意見の聴取等   

ロ 衛生委員会等への医師等の意見の

報告等   

   （イ）関係者間の連携等   

（ロ）健康診断結果を理由とした不利

益な取扱いの防止  

（５）その他の留意事項    

イ 健康診断結果の通知 

ロ 保健指導     

ニ 健康情報の保護 

ホ 健康診断結果の記録の保存      

 ３ 派遣労働者に対する健康診断に係る留

意事項  

（１）健康診断の実施 

（２）医師に対する情報の提供    

（３）就業上の措置の決定等    

（４）不利益な取扱いの禁止  

（５）特殊健康診断の結果の保存及び通知 

（６）健康情報の保護   

事後措置指針においては、「事業者は、医

師等の意見に基づいて、就業区分に応じた

就業上の措置を決定する場合には、あらか

じめ当該労働者の意見を聴き、十分な話合

いを通じてその労働者の了解が得られるよ

う努めることが適当である。なお、産業医の

選任義務のある事業場においては、必要に

応じて、産業医の同席の下に労働者の意見

を聴くことが適当である」としている。 

「事業者は、就業上の措置を実施し、又は

当該措置の変更若しくは解除をしようとす

るに当たっては、医師等と他の産業保健ス

タッフとの連携はもちろんのこと、当該事

業場の健康管理部門と人事労務管理部門と

の連携にも十分留意する必要がある。また、

就業上の措置の実施に当たっては、特に労

働者の勤務する職場の管理監督者の理解を

得ることが不可欠であることから、プライ

バシーに配慮しつつ事業者は、当該管理監

督者に対し、就業上の措置の目的、内容等に

ついて理解が得られるよう必要な説明を行

うことが適当である」としており、就業上の

措置の実効性を高めるために有効と考えら

れる。 

就業措置のうち、就業制限については、労

働を一部制限することになるため、健康状

態の推移に応じて見直すべきものと考えら

れる。法令上の規定はないが、事業者は制限

の見直しのための医師の意見をどのような

タイミングおよび方法で聴くか、明確に定

めておくことが望まれる。 

 偽黄斑円孔を原因とする視力の低下に悩

まされている労働者が、自らの健康状態を

理由に業務内容の変更、配置転換等の措置

をなすよう申し入れたにも関わらず、会社

側がそれに対応しなかったことに関して、

労働安全衛生法第 66条第 7項は、その規定

の仕方自体が、同条第 1 項ないし第 3 項あ

るいは第 6 項と異なり、違反する事業者に

罰則を科すことは予定されていないことか

らすると、直ちに、その規定が使用者に命じ

た行為内容が、使用者の労働契約における

本来的履行義務になったとまで認めるのは

困難であるとし、健康に配慮する義務を負

っていることは認められるにしても、付随

的債務にすぎないのであるから、これを根

拠にその履行を直接請求する趣旨で提起さ
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れた請求は理由ないものと言わざるを得な

いとの判断を下している 41。 

 コンピューターソフトウェアー開発等を

目的とする会社で勤務していた労働者が脳

出血で死亡したことにつき、その両親が、死

亡は長時間労働等過重な業務によるストレ

ス等に原因があったとして会社を相手とし

て安全配慮義務違反を理由とする損害賠償

を請求し、会社側の安全配慮義務違反が認

めらえた判決において、安全配慮義務の具

体的な内容として、「適正な労働条件を確保

すること」、「高血圧を増悪させ致命的な合

併症が生じることがないように、持続的な

精神的緊張を伴う過重な業務に就かせない

ようにしたり、業務を軽減すること」が挙げ

られ、上告審もその判断を支持している 4２。

この判決をもとにすれば、すべての労働者

に対して「適正な労働条件を確保すること」、

健康に若干の支障がある労働者については

「健康診断を受診したうえで、労働時間、労

働内容を軽減したり、就労場所を変更する

こと」の措置を、高血圧患者で致命的な合併

症を生じる危険があるものについては、「高

血圧を増悪させ致命的な合併症が生じるこ

とがないように、持続的な精神的緊張を伴

う過重な業務に就かせないようにしたり、

業務を軽減すること」の措置を取るべきこ

ととなる。 

 

３．産業医への情報提供 

【概要と趣旨】 

産業医が事業者に適切な意見を述べるた

めには、事業場や労働者の状況について産

業医に情報提供がなされるとともに、意見

を述べた内容に基づき事業者が行った措置

について、フィードバックされることが必

要となる。安衛法第 13条で規定された産業

医への情報提供について、安衛則第 14条の

２第１項でその内容が規定されている。こ

のうち、第３号「労働者の業務に関する情報

であって産業医が健康管理等を適切に行う

ため必要と認めるもの」については、労働基

準局長通達（基発 0329 第 2 号平成 31 年 3

月 29日）で、「①労働者の作業環境、②労

働時間、③作業態様、④作業負荷の状況、⑤

深夜業等の回数・時間数などのうち、産業医

が労働者の健康管理等を適切に行うために

必要と認めるものが含まれる。」とされてい

る。 

 

さらに、安衛則第 14条の 2第 2項第 1号

で、法第 66条の 5第 1項の規定により既に

講じた措置又は講じようとする措置の内容

に関する情報（これらの措置を講じない場

合にあっては、その旨及びその理由）が定め

られている。すなわち、産業医の意見に対す

る事業者の対応については、産業医にフィ

ードバックされることになる。 

産業医には、安衛法第 13 条第 5 項で、

「産業医は、労働者の健康を確保するため

必要があると認めるときは、事業者に対し、

労働者の健康管理等について必要な勧告を

することができる。この場合において、事業

者は、当該勧告を尊重しなければならない」

とされており、事業者の就業上の措置の内

容が労働者の健康を確保する上で十分では

ないと考えられる場合には、産業医が事業

者に勧告することも検討されることになる。 

安衛法第十三条   

１～３ 略 

４ 産業医を選任した事業者は、産業医に

対し、厚生労働省令で定めるところにより、
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労働者の労働時間に関する情報その他の産

業医が労働者の健康管理等を適切に行うた

めに必要な情報として厚生労働省令で定め

るものを提供しなければならない。 

５～６ 略 

 

安衛則第十四条の二  法第十三条第四項

の厚生労働省令で定める情報は、次に掲げ

る情報とする。 

 一 法第六十六条の五第一項、第六十六

条の八第五項（略）又は第六十六条の十第六

項の規定により既に講じた措置又は講じよ

うとする措置の内容に関する情報（これら

の措置を講じない場合にあつては、その旨

及びその理由） 

 二 略 

 三 略 

２ 法第十三条第四項の規定による情報の

提供は、次の各号に掲げる情報の区分に応

じ、当該各号に定めるところにより行うも

のとする。 

 一 前項第一号に掲げる情報 法第六十

六条の四、第六十六条の八第四項（略）又は

第六十六条の十第五項の規定による医師又

は歯科医師からの意見聴取を行つた後、遅

滞なく提供すること。 

 二 略 

 三 略 

 

Ⅷ 結果の通知および保健指導 

１． 健康診断結果の通知 

【概要と趣旨】 

安衛法第六十六条の六   

事業者は、第六十六条第一項から第四項

までの規定により行う健康診断を受けた労

働者に対し、厚生労働省令で定めるところ

により、当該健康診断の結果を通知しなけ

ればならない。 

健康診断を受けた労働者は、その結果に

基づき保健行動を取り、健康の保持増進に

努めることが求められる。そのためには、健

康診断の結果を労働者が速やかに知ること

が重要であり、そこで、安衛法第 66条の 6

で、その結果の通知義務を課し、さらには一

般健康診断については安衛則で遅滞なく通

知することを義務付けている。また、特殊健

康診断についても、各省令で通知が義務付

けられている。 

安衛則第五十一条の四   事業者は、法第六

十六条第四項又は第四十三条、第四十四条

若しくは第四十五条から第四十八条までの

健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、

当該健康診断の結果を通知しなければなら

ない。 

このような通知義務が健康診断を実施す

る以上当然のことと解せられるが、労働安

全衛生法令で義務付けられたのは、一般健

康診断については 1996（平成 8）年の改正

時であり、特殊健康診断については 2005（平

成 17）年であった。解釈例規では、通知の

方法は、総合判定結果だけでなく、各健康診

断の項目ごとの結果も通知する必要がある

ことが示されている。また、結果通知は、安

衛則第 51条の 4で遅滞なく行うことが求め

られているが、多くの健康診断が外部委託

されている現状を考えると、健康診断を委

託した医療機関がどの程度で結果報告を行

うかがポイントとなる 43。このことに関す

る具体的な取り決めはないが、全国労働衛

生団体連合会が労働衛生機関のサービス向

上を目的として実施している労働衛生サー

ビス機能評価機構のサーベイでは、２週間
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以内をめどとすることを求めており一つの

参考となる 44。 

健康診断結果の通知（安衛法第 66条の 6）

の違反は、安衛法第 120条で 50万円以下の

罰金に処することが規定されている。 

 

２．保健指導 

 

【概要と趣旨】 

安衛法第六十六条の七   

事業者は、第六十六条第一項の規定によ

る健康診断若しくは当該健康診断に係る同

条第五項ただし書の規定による健康診断又

は第六十六条の二の規定による健康診断の

結果、特に健康の保持に努める必要がある

と認める労働者に対し、医師又は保健師に

よる保健指導を行うように努めなければな

らない。 

２  労働者は、前条の規定により通知され

た健康診断の結果及び前項の規定による保

健指導を利用して、 その健康の保持に努め

るものとする。 

 

労働者が、健康診断の結果の通知を受け

ただけで、その内容を理解して、適切な保健

行動を取ることを期待することは困難であ

る。そこで、安衛法第 66 条の 7 第 1 項で、

「事業者は、第 66 条第 1項の規定による健

康診断若しくは当該健康診断に係る同条第

5 項ただし書の規定による健康診断又は第

66条の 2の規定による健康診断の結果、特

に健康の保持に努める必要があると認める

労働者に対し、医師又は保健師による保健

指導を行うように努めなければならない。」

としている。 

解釈例規では、保健指導の方法として、面

談による個別指導、文書による指導等の方

法があるとしている。事後措置指針では、そ

の内容として、保健指導として必要に応じ

日常生活面での指導、健康管理に関する情

報の提供、健康診断に基づく再検査又は精

密検査、治療のための受診の勧奨等を行う

ことを具体的な内容として挙げており、医

療機関への受診指導も保健指導に含まれる

45。また、「深夜業に従事する労働者につい

ては、昼間業務に従事する者とは異なる生

活様式を求められていることに配慮し、睡

眠指導や食生活指導等を一層重視した保健

指導を行うよう努めることが必要である」

としているように、安衛法に基づく保健指

導は、仕事内容および仕事による生活時間

への影響などを十分に意識する必要がある。 

 保健指導の対象に関しては、「特に健康の

保持に努める必要があると認める労働者に

対して」とあるがその定義は明確ではない。

保健師の選任に関する法的な規定は存在し

ないため、労働者当たりの産業保健スタッ

フの数は、事業場によって大きく異なって

いる。そのため、労働者全員に対して保健指

導を行う事業場もあれば、ほとんど実施さ

れていない事業場も存在する。事業場の実

情に応じて保健指導の対象を決めて、効果

的な保健指導を実施することが求められる。 

労働者が対象として想定される保健指導

には、安衛法に基づく保健指導のほか、主に

高齢者の医療の確保に関する法律（高齢者

医療確保法：昭和 57 年法律第 80 号）第二

十四条の規定に基づく特定保健指導がある。

高齢者医療確保法では、保険者は、労働安全

衛生法の健康診断の記録の提供を求めるこ

とができることになっている。 

高齢者医療確保法 第二十七条 
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1 略 

2 保険者は、加入者を使用している事業者

等又は使用していた事業者等に対し、厚生

労働省令で定めるところにより、労働安全

衛生法その他の法令に基づき当該事業者等

が保存している当該加入者に係る健康診断

に関する記録の写しを提供するよう求める

ことができる。 

3 前二項の規定により、特定健康診査若し

くは特定保健指導に関する記録又は健康診

断に関する記録の写しの提供を求められた

他の保険者又は事業者等は、厚生労働省令

で定めるところにより、当該記録の写しを

提供しなければならない。 

【課題】 

労働者については労働安全衛生法に基づ

く一般定期健康診断が優先され、重複して

健康診断が実施されることはないような対

応がなされているが、特定保健指導は健康

保険組合等の医療保険者またはその委託を

受けた機関が行っているため、対象者や実

施スケジュールが必ずしも企業と共有され

ているわけではない。そのため、同一の労働

者に重複して保健指導が行われたり、方向

性が異なる指導が行われたりする可能性が

ある。事後措置指針では、「労働安全衛生法

第 66条の 7第 1項の規定に基づく保健指導

を行う医師又は保健師にこれらの特定保健

指導の内容を伝えるよう働きかけることが

適当である」としているが、医師・保健師が、

特定保健指導の受診の事実を知らない中で、

情報を伝えるように促すことは容易ではな

く、この重複は一つの課題となる。昨今、健

康経営においては、医療保険者と事業者の

積極的な連携（いわゆるコラボヘルス）が推

奨されている 46。この連携においては、主に

個人情報保護などの障害が存在するが、両

者の対話を通じて、役割分担や連携方法を

明確にして、より多くの労働者に対する効

果的な保健指導の実施が望まれる。 

 

Ⅸ 健康診断結果報告 

【概要と趣旨】 

健康診断のうち、一般定期健康診断（安衛

則第 44四条）、特定業務従事者健康診断（安

衛則第 45 条）、常時 50 人以上の労働者を

使用する事業者は、遅滞なく、定期健康診断

結果報告書様式第 6 号を所轄労働基準監督

署長に提出しなければならないとされてい

る。また、特殊健康診断については、それぞ

れの省令で、事業場規模に関わらず、報告義

務が課せられ、その様式が定められている。 

安衛則第五十二条   常時五十人以上の労

働者を使用する事業者は、第四十四条、第四

十五条又は第四十八条の健康診断（定期の

ものに限る。）を行なつたときは、遅滞な

く、定期健康診断結果報告書様式第六号（表

面）（裏面）を所轄労働基準監督署長に提出

しなければならない。 

 

（例として、有機溶剤中毒予防規則の規定

を示す。） 

有機則第三十条の三  事業者は、第二十九

条第二項、第三項又は第五項の健康診断（定

期のものに限る。）を行つたときは、遅滞な

く、有機溶剤等健康診断結果報告書様式第

三号の二（表面）（裏面）を所轄労働基準監

督署長に提出しなければならない。 

それぞれについて、「所見のあった者の人

数」および「医師の指示人数」の記載欄があ

る。このうち、「医師の指示人数」について

は、健康診断の結果、要医療、要精密検査等
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医師による指示のあった者の数を記入する

こととされている。そして厚生労働省は、こ

の結果をもとに、有所見率等の統計を公表

している 47。 

「医師の指示人数」については、「健康診

断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関

する指針」で、「事業者は、労働安全衛生法

第 66条第 1項から第 4項までの規定に定め

るところにより、労働者に対し医師等によ

る健康診断を実施し、当該労働者ごとに診

断区分（異常なし、要観察、 要医療等の区

分をいう。以下同じ。）に関する医師等の判

定を受けるものとする。」とされており、こ

の判定までをもって健康診断の実施とみな

しており、その状況を確認するという意味

合いを持つと考えられる。 

【課題】 

「所見のあった者」とは、労働者の健康状

況を把握し、現に統計が公表されているこ

とから、本来であればその基準が示される

べきと考えられるが、各医師の判断が優先

されることになるため、この数値は現時点

では意味をなさないばかりか、基準がない

データの統計情報による混乱が生じている

可能性がある。一方、安衛法第 66条の 4で、

異常の所見があると診断された労働者につ

いては、厚生労働省令で定めるところによ

り、医師又は歯科医師の意見を聴かなけれ

ばならないとされ、事後措置指針では、就業

上の措置に関し、その必要性の有無、講ずべ

き措置の内容等に係る意見を医師等から聴

く必要があり、当該労働者に係る就業区分

及びその内容に関する医師等の判断を区分

によって求めるものとするとされている。

しかし、この区分についての報告義務が存

在しないため、事後措置の実施状況が必ず

しも把握できていない。しばしば、労働基準

監督署が臨検を行う際、健康診断結果票へ

の就業区分の記載状況を確認している。健

康診断の適切な実施状況を把握することを

目的とするのであれば、医師の指示人数に

併せて、法令上の義務である医師の意見の

状況を記載させることも考えられる。 

 

Ⅹ 派遣労働者に対する適用 

【概要と趣旨】 

 労働者派遣事業においては、雇用関係が

ある派遣元が、事業者として派遣労働者の

労働安全衛生法上の責任を負うことが基本

であるが、 派遣先も派遣労働者を自らの指

揮命令の下において自社の機械設備と作業

方法に沿って生産活動に従事させているこ

とに伴い、安全と健康の確保の責任を分担

している。派遣先事業者への労働安全衛生

法の適用の特例を明確にしている。 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派

遣労働者の保護等に関する法律 

（労働安全衛生法の適用に関する特例等） 

第四十五条 労働者がその事業における派

遣就業のために派遣されている派遣先の事

業に関しては、当該派遣先の事業を行う者

もまた当該派遣中の労働者を使用する事業

者と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の

事業を行う者にもまた使用される労働者と

みなして、（中略）第六十六条の五第一項、

(中略)を適用する。（後略） 

２ 略 

３ 労働者がその事業における派遣就業の

ために派遣されている派遣先の事業に関し

ては、当該派遣先の事業を行う者を当該派

遣中の労働者を使用する事業者と、当該派

遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者
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に使用される労働者とみなして、労働安全

衛生法（中略）第六十六条第二項前段及び後

段（派遣先の事業を行う者が同項後段の政

令で定める業務に従事させたことのある労

働者（派遣中の労働者を含む。）に係る部分

に限る。以下この条において同じ。）、第三

項、第四項（同法第六十六条第二項前段及び

後段並びに第三項の規定に係る部分に限

る。以下この条において同じ。）並びに第五

項（同法第六十六条第二項前段及び後段、第

三項並びに第四項の規定に係る部分に限

る。以下この条において同じ。）、第六十六

条の三（同法第六十六条第二項前段及び後

段、第三項、第四項並びに第五項の規定に係

る部分に限る。以下この条において同じ。）、

第六十六条の四（中略）を適用する。（後略） 

【課題】 

労働者派遣法第 45条第 1項では、医師等

の意見に基づく就業上の措置（安衛法 66条

の 5）の責任を派遣元事業者と共有すること

になっている。前述の事後措置指針では、

「派遣労働者に対する健康診断に係る留意

事項」で、不利益な取扱いの禁止を示してい

るが、派遣元事業者は、派遣先事業者の求め

に応じて一定の業務を行うことができる労

働者を派遣しているという性質上、その求

め自体の履行に影響があるような制限をか

けることは困難であり、制限の内容によっ

ては派遣元事業者は派遣される労働者を入

れ替えることになる可能性が大きく、派遣

労働者の就業上の措置は容易ではない。 

また、第 3 項では、特殊健康診断を定め

る安衛法第 66条第 2項とその事後措置に関

しては、派遣先事業者の責任として位置付

けている。特殊健康診断は、有害環境に従事

する労働者の健康障害を早期に発見すると

ともに、ばく露の程度を把握して職場環境

や作業方法の改善に結び付けることが目的

であり、そのような作業環境や作業方法の

もとでの労働をさせている派遣先事業者が

責任を持つことは当然のことと考えられる 

 

Ｄ．考察 および Ｅ．結論 

 一般健康診断と特殊健康診断とで異なる

考察が求められる。いずれの場合にも、健康

診断は、どのような対象に、どのような項目

で実施するか、といった要素が重要となる。

また、健康診断は、その結果が活用されて初

めて意味を持つが、健診結果を労働者にフ

ィードバックし、合わせて産業保健専門職

が結果をもとに事業者および労働者に働き

かけ、そのうえで、必要な対応を図ることが

必要となる。一般健診および特殊健診とも、

法令で対象者と項目を明確に規定し、さら

に事後措置の流れを具体的に規定している。

そのことによって、健康診断および事後措

置が多くの事業場で確実に実施されること

に繋がっている。 
 しかし、健康診断の現行制度には、以下の

ようないくつかの課題も存在する。 
 一般健康診断に含まれる特定業務従

事者健診の位置づけが不明確なこと 
 一般健診によって評価される職務適

性が幅広く想定されているにもかか

わらず、労働時間が短いことなどで

パートタイマーが対象となっていな

いこと 
 健診項目が、特定健康診査が目的と

するような脳・心臓疾患の発症リス

クに関連する項目に限定される方向

にあること 
 一般健康診断の法定項目のうち、既
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往歴の聴取の内容に具体的な指針が

存在しないこと 
 想定される一般健康診断の項目の省

略手順が、多くの健診が外部委託さ

れている実態から考えて現実的では

ないこと 
 特殊健康診断において、「常時従事す

る労働者」の定義が不明確であり、過

剰な特殊健康診断が実施される可能

性があること 
 法令で特殊健康診断の対象となって

いる物質は、極めて限られた物質で

あるが、本来、リスクアセスメントの

結果必要がある場合には自主的に行

われるべき特殊健診がほとんど実施

されていないこと 
 特殊健康診断の健診項目について、

最新のエビデンスに基づく見直しに

長い時間を要すること 
 現状の目的から考えて、一般健康診

断も、労働時間内に実施することを

基本とすべきであること 
 事業者が健康診断を外部委託する際

に、その精度や質の管理状況に対し

て、意識が低いこと 
 保健指導の実施において、特定保健

指導の実施との連携が必ずしも図ら

れていないこと 
 産業医の選任義務のない事業場にお

いては、事業場の実態に則した医師

の意見が聴取できないこと 
 労働基準監督署への報告について、

基準が存在しないため、集計データ

に統計的な意味をもたないこと 
 派遣労働者に対する健康診断後の就

業措置が困難なこと 

 今後、より有効な健康診断制度に向けた

改善のために、継続的な議論が行われるべ

きである。その多くは、専門性の高い産業保

健専門職の助言にもとづき、必要に応じて

事業者が自主的に実施すれば対応できる課

題である。しかし、法令の詳細な規定が、そ

のような行動を抑制している可能性もある。

そのため、議論を行うに当たっては、確実な

実施と柔軟な対応を両立できるような仕組

みの構築が必要であると考えられた。 
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図表がある場合は、これ以降に番号順に貼り付け（１段組） 
 

 

 図１ 健康管理義務と健康診断 

 
 
 

 

図２ 一般健康診断の対象 
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表１ 特定業務従事者健診の対象となる基準と許容濃度等との比較 

（伊藤直人らの論文 7を一部修正） 

 

 

図３ 一般的健康診断の項目の変遷 

対象 法令の基準
(1178号通達）

日本産業衛生学会
許容濃度等

備考

暑熱 WBGT
屋外：36.75（℃）
屋内：37.75（℃）

WBGT：26.5～32.5（℃）
作業強度により異なる

1178通達の基準である、乾球温度摂氏40℃、湿球温度摂氏
32.5℃、黒球寒暖計示摂氏温度50度とした場合のWBGTと
して算出

粉じん 10～15(㎎/m3) 0.03～8(㎎/m3) 粉じんの種類等により異なる

騒音 100（dB） 85（ｄB） 1日の暴露時間を8時間とした場合の許容騒音レベル
鉛 0.5(㎎/m3) 0.03(㎎/m3)

水銀 0.1(㎎/m3) 0.025(㎎/m3)
クロム 0.5(㎎/m3) 0.05(㎎/m3)（6価クロム化合物）

0.5(㎎/m3)（金属クロム、3価クロ
ム）

砒素 1(ppm) 0.3～3(μg/m3) ヒ素及び無比ヒ素化合物（Asとして）

過剰発がん生涯リスクレベル10-3～10-4に対応する評価値
黄リン 2(ppm) 0.1(㎎/m3)

弗化水素 3(ppm) 3(ppm)
塩素 1(ppm) 0.5(ppm) 最大許容濃度
塩酸 10(ppm) 2(ppm) 最大許容濃度
硝酸 40(ppm) 2(ppm)
亜硫酸 10(ppm) －
硫酸 5(㎎/m3) 0.001 最大許容濃度

一酸化炭素 100(ppm) 50(ppm)
二硫化炭素 20(ppm) 1(ppm)

青酸 20(ppm) 5(ppm)
ベンゼン 100(ppm) 0.1～１(ppm) 過剰発がん生涯リスクレベル10

-3
～10

-4
に対応する評価値

アニリン 7(ppm) 1(ppm)
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 図４ 混合溶剤の液相と気相での混合比の違い 

 
 

 

図５ リスクアセスメント努力義務の概要 
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図６：健康診断と事後措置の流れ 

 
 

表２ 健康診断結果の保存期間 

有害要因 保存期間 

粉じん（じん肺法） 7年 

石綿（石綿則） 40年 

電離放射線（電離則） 30年 

特定化学物質のうち、特定管理物質（特化則） 30年 

その他（一般健康診断を含む） 5年 
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表３ 心身の状態の情報の分類と取扱いの原則 

心身の状態の情報の分類 左欄の分類に該当する心身の状態
の情報の例 

心身の状態の情報の取扱いの
原則 

①労働安全衛生法令に基
づき 事業者が直接取り扱
うこととされており、 労
働安全衛生法令に定める
義務を履行する ために、
事業者が必ず取り扱わな
ければならない心身の状
態の情報 

(a)健康診断の受診・未受診の情報 

(b)長時間労働者による面接指導の
申出 の有無 

(c)ストレスチェックの結果、 高ス
トレスと判定された者による面接
指導の申出の有無 

(d)健康診断の事後措置について 

医師 から聴取した意見 

(ｅ）長時間労働者に対する面接指
導の事後措置について医師から聴
取した意見 

(f)ストレスチェックの結果、 高ス
トレスと判定された者に対する面
接指導の 事後措置について医師か
ら聴取した意見 

全ての情報をその取扱いの 

目的の達成に必要な範囲を踏
まえて、事業者等が取り扱う
必要がある。ただし、それらに
付随する健康診断の結果等の
心身の状態の情報について
は、②の取扱いの原則に従っ
て取り扱う必要がある。 

②労働安全衛生法令に基
づき 事業者が労働者本人
の同意を得ずに収集する
ことが可能であるが、事業
場ごとの取扱規程により
事業者等の内部における
適正な取扱いを定めて運
用することが適当である
心身の状態の情報 

(a)健康診断の結果（法定の項目） 

(b)健康診断の再検査の結果（法定
の項目と同一のものに限る 。 

(c)長時間労働者に対する面接指導
の結果 

(d)ストレスチェックの結果、 高ス
トレスと判定された者に対する面
接指導の結果 

事業者等は、当該情報の取扱
いの目的の達成に必要な範囲 

を踏まえて、取り扱うことが 

適切である。そのため、事業場
の状況に応じて、情報を取り
扱う者を制限する・情報を加
工する等、事業者等の内部に
おける適切な取扱いを取扱規
程に定め、また、当該取扱いの
目的及び方法等について労働
者が十分に認識できるよう、
丁寧な説明を行う等の当該取
扱いに対する労働者の納得性
を高める措置を講じた上で、
取扱規程を運用する必要があ
る 。 

③労働安全衛生法令にお
いて事業者が直接取り扱

(a)健康診断の結果 法定外項目 

(b)保健指導の結果 

個人情報の保護に関する法律 

に基づく 適切な取扱いを確
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うこと について規定され
ていないため、あらかじめ
労働者本人の同意を得る
ことが必要であり、事業場
ごとの取扱規程により事
業者等の内部における適
正な取扱いを定めて運用
することが必要である心
身の状態の情報 

(c)健康診断の再検査の結果（法定
の項目と同一のものを除く 。） 

(d)健康診断の精密検査の結 

果 

(e)健康相談の結果 

(f)がん検診の結果 

(g)職場復帰のための面接指 

導の結果 

(h)治療と仕事の両立支援等のため
の医師の意見書 

(i)通院状況等疾病管理のための情
報 

保するため、事業場ごとの取
扱規程に則った対応を講じる
必要がある。 

 
 

表４ 就業措置の区分 

就業内容 
就業上の措置の内容 

区 分 内容 

通常勤務 通常の勤務でよいもの － 

就業制限 勤務に制限を加える必要のあ
るもの 

勤務による負荷を軽減するため、労働時
間の短縮、出張の制限、時間外労働の制
限、労働負荷の制限、作業の転換、就業場
所の変更、深夜勤務の回数の減少、昼間
勤務への転換等の措置を講じる。 

要休業 勤務を休む必要のあるもの 療養のため、休暇、休職等により一定期間
勤務させない措置を講じる。 
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表５ 産業医が実施する就業措置の類型 37 

類 型 具体例 

類型１ 就業が疾病経過に影響を与
える場合の配慮 

 心不全のある労働者に対する過度な筋作業の禁止 
 重度の高血圧未治療者に対する深夜勤務の禁止 
 腰痛保持者の筋労働の制限 
 職場不適応によるメンタルヘルス不調が生じた労

働者の配置転換 

類型２ 事故・公衆災害リスクの予
防 

 糖尿病コントロールが不良の労働者の高所におけ
る暑熱作業の禁止 

 意識消失発作をきたす疾患を持つ労働者の運転作
業の禁止 

類型３ 健康管理（保健指導・受診勧
奨） 

 受診行動を促すために、高血圧を放置している労
働者に対する運転作業の禁止や残業の禁止 

類型４ 企業・職場への注意喚起  過重労働が頻発する職場で，高血圧の管理が不十
分な労働者に一律 45 時間以上の残業を禁止 

類型５ 適性判断  弱視のある労働者に対する VDT 作業の制限 
 発達障害により計算能力が低い労働者に対して、

高度な計算が求められる部署への配属を制限 
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表６ 特殊健診の判定区分と事後措置 

区 分 所 見 事後措置 

管理 A 
第一次健康診断の全ての検査項目に
異常が認められない場合 

措置不要 

管理 B 

１ 

第一次健康診断のある検査項目に異
常を認めるが、医師が第二次健康診
断を必要としないと判断した場合 

経過観察 

２ 

健康診断の結果、管理Ｃには該当し
ないが、当該因子によるかまたは当
該因子による疑いのある異常が認め
られる場合 

当該業務への就業制限 

管理 C 
第二次健康診断の結果、治療を要す
ると認められる場合 

就業禁止 

管理 R 

健康診断の結果、当該因子による疾
病または異常を認めないが、当該業
務に就業することにより増悪するお
それのある疾患にかかっている場合
または異常が認められる場合 

当該業務への就業制限、当該疾病お
よび異常に対する療養その他の措置 

管理 T 

健康診断の結果、当該因子以外の原
因による疾病にかかっている場合ま
たは異常が認められる場合（管理Ｒ
に属するものを除く） 

当該疾病に対する療養、その他の措
置 
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分分担担研研究究報報告告書書  

化化学学物物質質にによよるる健健康康障障害害防防止止対対策策のの現現状状とと課課題題 

  
分担研究者 森 晃爾  

産業医科大学・産業生態科学研究所・産業保健経営学研究室 
 

研究要旨 
産業界では、極めて多くの化学物質が使用されており、その中には有害性に関する情

報が十分なものから、ほとんど情報がないものまで存在する。それらの化学物質を取り

扱う労働者の健康障害を防ぐためには、法令による規制と事業者による自律的管理の双

方が重要である。 
化学物質による健康障害を防止するための労働衛生管理においては、化学物質の発散

から労働者の曝露を経て、健康障害が発生する過程に対して、作業環境管理、作業管

理、健康管理の３管理のアプローチが基本である。 
労働衛生管理の基本を前提に、法令上および行政上は、災害発生等の過去の経緯や有

害性の大きさによって、特別規則による規制物質やリスクアセスメントの義務付け対象

物質などに分類した対応が行われている。また、確実な化学物質管理を行うためには、

労働衛生管理体制の確立が必要であり、そのための規制が存在する。 
化学物質の健康障害防止戦略の基本はリスクアセスメントの実施と、その結果に基づ

くリスクコントロールであり、その中で有害性情報の収集、曝露評価、リスクの見積も

り、発散の抑制、個人用保護具の活用、特殊健康診断の実施などの取組みを確実に実施

する必要がある。そのためには、労働安全衛生マネジメントシステムの運用が有効であ

る。 
化学物質に対する特別規則としては、特定化学物質障害予防規則、鉛中毒予防規則、

四アルキル鉛中毒予防規則、有機溶剤中毒予防規則があり、それぞれで規制対象物質と

対象作業を明確にしたうえで、詳細な規制が行われている。 
 

研究協力者 
下田 隼 産業医科大学産業生態科学研究所 専門修練医 
松山和史 産業医科大学産業生態科学研究所 専門修練医 
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Ａ．研究目的 

本研究事業全体の目的は、以下の 3 点に

ある。 
①時代状況の変化に応じた法改正の方向

性を展望すること。 
②安衛法を関係技術者以外（文系学部出

身の事務系社員等）に浸透させ、社会一般

への普及を図ること。 
③安衛法に関する学問体系、安衛法研究

のための人と情報の交流のプラットフォー

ムを形成すること。 
そのため、条文の起源（立法趣旨、基礎

となった災害例、前身）と運用（関係判例、

適用の実際）、主な関係令等（関係政省令、

規則、通達等）を、できる限り図式化して

示すと共に、現代的な課題や法解釈学的な

論点に関する検討結果を記した体系書を発

刊すること。 
本分担研究の目的は、逐条解説を跨ぐ横

断的課題の 1 つである化学物質管理につい

て、概要、課題と改善策を示すことにある。 
 
Ｂ．研究方法 

研究班での横断的検討課題の抽出、担当

者としての選任、研究代表者との具体的検

討課題についての調整を経て、本研究課題

に関連する本研究費による別の研究プロジ

ェクトの成果、解説書、専門誌に掲載され

た学術論文や記事、政府発表等の 1 次文献

のレビューを行って執筆した文案を研究班

会議で報告し、現行安衛法や改正法の起案

に関わった畠中信夫元白鴎大学教授、唐澤

正義氏らとの意見交換により洗練させた。 
 
Ｃ．研究結果 

はじめに 

地球上には 数千万種類以上の多種多様

な化学物質が意図的または非意図的に生産

され、そのうち数十万の物質が工業的に製

造・利用されていると言われているが、そ

の実数は明確ではない。これらの多様な化

学物質は、生活を営む上で有用なものであ

るが、同時に物質固有の危険・有害性を有

している。一般的に、その危険・有害性は、

以下に大別される。 

① 引火や爆発性等の物理化学的危険性 

② ヒトの健康に対する有害性 

③ 環境生物への有害性 

④ 地球環境への有害性 

このうち、本論では②ヒトの健康に対す

る有害性に特化して、現行の労働安全衛生

法令上の化学物質による健康障害防止対策

の現状と課題を整理し考察する。 

 

Ⅰ 化学物質による健康障害の発生と管理の

原則 

【概要と趣旨】 

 化学物質は作業環境中に拡散し、そこで

作業をする労働者がばく露し、経気道的、

経口的、経皮的なルートで体内に取り込ま

れる。取り込まれた化学物質は血流によっ

て体内に分布し、主に肝臓等で代謝されて

排出されるが、物質によっては、体内に長

期に蓄積されるものもある。この過程で、

「化学物質そのもの」または「代謝物」が

生体機序に影響を及ぼし、化学物質ごとに

特定の臓器（標的臓器）に健康障害を発生

させる。化学物質へのばく露は、「短時間

の一時的な場合」から「長期間に少量を継

続してばく露する場合」、「比較的多量の

ばく露を断続的に繰り返す場合」など様々

である。ばく露によって生じる健康影響は、
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ばく露直後に現れる急性影響と、反復また

は長期間のばく露による慢性影響がある。

また、ばく露期間に関わらず、ばく露終了

後の一定期間後に健康障害が発生する晩発

性の影響（晩発性障害）がある。 

 

化学物質による健康障害の発生を防止す

るためにはばく露を低減する必要がある。

化学物質が作業場で発散・拡散したあと、

健康影響が発生するまでの経路を理解する

ことで、低減対策に様々な方法があること

が分かる。 

① 有害化学物質を代替化したり、生産工

程を変更したりすることで、化学物質の使

用を無くしたり、少なくする 

② 密閉化や局所排気装置で発散・拡散を

抑制する 

③ 作業方法の改善や作業時間を短縮する

事で労働者のばく露を低減する 

④ 保護具の着用により体内取込みを低減

する 

⑤ 健康影響が生じやすい労働者を配置転

換する 

これらの方法の中で、有害物の発生源から

環境を制御する方法を「作業環境管理」、

個人ばく露から生体内吸収を制御する方法

を「作業管理」、それ以降を「健康管理」

に分類することが一般的である。これらを

「三管理」と呼ぶ。 

このような多様なばく露低減対策のうち、

より根本的な対策である①が優先されるべ

きであるが、製品の品質や生産性など諸事

情により実施が困難な場合には、次善の策

として②以降の対策を実施する。しかし、

これらの対策を行っても、完全に体内取込

みを防止して、有害要因による健康障害の

可能性を無くすことができない場合が多く、

健康影響を早期に発見して労働者をばく露

から隔離したり、早期に治療したりするた

めに、特殊健康診断を実施する必要がある。

（図１） 

このように、化学物質による健康障害防

止対策を行うためには、健康障害防止のた

めの多段階の対策を効果的かつ効率的に行

っていく必要があり、その基盤となるのが

リスクアセスメントである。また、対策が

うまく行っているかどうかの管理状況の評

価も重要である。そのためには、作業環境

管理、作業管理、健康管理に相当するいく

つかの段階で、労働者のばく露状況を推定

するためのモニタリングを行い、対策の妥

当性を評価することが必要である。その評

価方法として、作業環境測定、個人ばく露

測定、生物学的モニタリングがあり、それ

ぞれに基準値として「管理濃度」、「許容

濃度」、「生物学的ばく露指標」がある。

（図２） 

 

Ⅱ 化学物質による健康障害防止対策の基

盤 

１．事業者の講ずべき措置等の一般規定 

【概要と趣旨】 

 労働安全衛生法では、化学物質による健

康障害防止のための事業者の責任および労

働者の責任について規定し、詳細を関係省

令の規定に委ねている。 

第二十二条  事業者は、次の健康障害を防

止するため必要な措置を講じなければなら

ない。 

  一  原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素

欠乏空気、病原体等による健康障害 

 二～四 略 
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第二十六条  労働者は、事業者が第二十条

から第二十五条まで及び前条第一項の規定

に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項

を守らなければならない。 

第二十七条  第二十条から第二十五条まで

及び第二十五条の二第一項の規定により事

業者が講ずべき措置及び前条の規定により

労働者が守らなければならない事項は、厚

生労働省令で定める。 

 第 27 条の規定として関連する主な厚生

労働省令には、「労働安全衛生規則（安衛

則）」、「特定化学物質障害予防規則（特

化則）」、「鉛中毒予防規則（鉛則）」、

「四アルキル鉛中毒予防規則（四アルキル

鉛則）」、「有機溶剤中毒予防規則（有機

則）」があり、後者の４つの省令を特定の

化学物質に関して規定した特別規則と呼ぶ

ことがある。 

 

２．規制対象物質の分類 

【概要と趣旨】 

（１）GHS の危険有害性を利用した化学

物質等安全性データシート（SDS）交付対
象物質 

全世界で多様な化学物質が広く利用され

ており、国際的な取引が活発化する中で、

同じ化学物質であっても異なる方法でその

危険有害性が評価され、またその情報が表

示・伝達される状態では、化学物質の安全

な使用・輸送・廃棄は困難である。そのよ

うな認識のもと、2003 年 7 月には、国連

経済社会理事会において「化学物質の分類

および表示に関する世界調和システム

（ The Globally Harmonized System of 

Classification and Labelling of 

Chemicals）」（GHS）の実施促進のための

決議が採択された。そして、各国で GHS を

国内法に取り入れることによって、世界共

通の基盤となっている。また GHS は現状に

合わせて定期的な改訂が行われている。 

GHS では、危険・有害性の分類として、

以下の分類を用いており、それぞれにレベ

ル分けするための基準を設けている。この

GHS の基準によって全化学物資物質の約４

万種類が危険・有害性を有していると見な

されている。 

GHSによる危険・有害性の分類 

危険・物理化学的危険性 

●爆発物  

●可燃性ガス（自然発火性ガス、化学的に

不安定なガスを含む） 

●エアゾール ●酸化性ガス ●高圧ガス

●引火性液体 ●可燃性固体 

●自己反応性化学物質 ●自然発火性液体

●自然発火性固体 ●自己発熱性化学物質

●水反応可燃性化学物質 ●酸化性液体 

●酸化性固体 ●有機過酸化物  

●金属腐食性化学物質 ●鈍性化爆発物 

健康に対する有害性 

●急性毒性 ●皮膚腐食性／刺激性 

●眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 

●呼吸器感作性又は皮膚感作性 

●生殖細胞変異原性 ●発がん性  

●生殖毒性  

●特定標的臓器毒性（単回ばく露） 

●特定標的臓器毒性（反復ばく露） 

●誤えん有害性 

環境に対する有害性 

●水生環境有害性 ●オゾン層への有害性 

わが国の労働安全衛生法令に基づく化学

物質管理では、GHS で危険・有害性のある

化学物質を対象とした規定を設け、事業者
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等に対応を義務付けている。さらに、新規

化学物質の届け出を義務付けることによっ

て、危険・有害性を有する化学物質全体を

カバーする方策を取っている。 

 化学物質による健康障害防止のための基

本は、労働者に発生する恐れのある健康障

害のリスクを評価し、リスクの大きさに応

じてリスク低減対策を立てることにある。

後述のように、化学物質による健康障害リ

スクは、有害性の大きさとばく露の程度の

組み合わせで評価される。このうち有害性

の大きさは、GHS に則り標準化された化学

物質等安全性データシート（Safety Data 

Sheet：SDS）から読み取ることになる。そ

のためには、化学物質を使用する事業者に

SDS が提供されることが不可欠であるため、

化学物質の譲渡者または提供者に対する

SDS の交付義務を２段階で分けて規定して

いる。まず第１段階として、安衛法第 57

条の 2 第 1 項で、政令で指定する物質（お

よび第 56 条第 1 項で指定した製造許可物

質）に対して義務化し、次に第２段階とし

て、安衛則第 24 条の 15 で、厚生労働大臣

が指定した特定危険有害化学物質等に対し

て努力義務を課している。 

安衛法第五十七条の二  労働者に危険若し

くは健康障害を生ずるおそれのある物で政

令で定めるもの又は第五十六条第一項の物

（以下この条及び次条第一項において「通

知対象物」という。）を譲渡し、又は提供

する者は、文書の交付その他厚生労働省令

で定める方法により通知対象物に関する次

の事項（前条第二項に規定する者にあつて

は、同項に規定する事項を除く。）を、譲

渡し、又は提供する相手方に通知しなけれ

ばならない。ただし、主として一般消費者

の生活の用に供される製品として通知対象

物を譲渡し又は提供する場合については、

この限りでない。 

  一 名称 

  二 成分及びその含有量 

  三 物理的及び化学的性質 

  四 人体に及ぼす作用 

  五 貯蔵又は取扱い上の注意 

  六 流出その他の事故が発生した場合に

おいて講ずべき応急の措置 

  七 前各号に掲げるもののほか、厚生労

働省令で定める事項 

 

第二十四条の十五 特定危険有害化学物

質等(化学物質、化学物質を含有する製剤

その他の労働者に対する危険又は健康障害

を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が

定めるもの(法第五十七条の二第一項に規

定する通知対象物を除く。)をいう。以下

この条及び次条において同じ。)を譲渡

し、又は提供する者は、文書の交付又は相

手方の事業者が承諾した方法により特定危

険有害化学物質等に関する次に掲げる 

 事項(前条第二項に規定する者にあっ

ては、同条第一項に規定する事項を除

く。)を、譲渡し、又は提供 

 する相手方の事業者に通知するよう努

めなければならない。 

 一 名称 

 二 成分及びその含有量 

 三 物理的及び化学的性質 

 四 人体に及ぼす作用 

 五 貯蔵又は取扱い上の注意 

 六 流出その他の事故が発生した場合

において講ずべき応急の措置 

 七 通知を行う者の氏名（法人にあつ
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ては、その名称）、住所及び電話番号 

 八 危険性又は有害性の要約 

 九 安定性及び反応性 

 十 適用される法令 

 十一 その他参考となる事項 

ここでいう政令とは、労働安全衛生法施

行令（安衛法施行令）であり、安衛法施行

令第 18 条の 2 で、①別表第 9 に掲げる物、

②別表第 9 に掲げる物を含有する製剤その

他の物で、厚生労働省令で定めるもの、③

別表第 3 第 1 号 1 から 7 までに掲げる物を

含有する製剤その他の物（同号 8 に掲げる

物を除く。）で、厚生労働省令で定めるも

のと規定されている。別表第 9 には、第 1

号から 633 号（途中、削除２物質あり）ま

で物質が挙げられている。また、別表第 3

第 1 号は、製造許可物質を規定しており、

2020 年 4 月 1 日現在では 673 物質が対象

となっている。（本年ベンジルアルコール

が追加されたので 674 物質となってい

る。）一方、安衛則第 24 条の 15 第 1 項で

厚生労働大臣が定めるものは、GHS に基づ

き「危険有害性クラス」、「危険有害性区

分及びラベル要素が定められた物理化学的

危険性又は健康有害性を有するものとする

（(厚生労働省告示第 150 号：平成 24 年 3

月 26 日)｣となっている。すなわち、化学

物質のうち GHS の基準で危険有害性がある

とされる物質については SDS の交付を努力

義務とし、その中でもより有害性が高いと

考えられるものには SDS の交付を義務付け

ている。この交付の義務ないし努力義務は、

リスクアセスメント（危険・有害性の評

価）の前提となるものであり、後述の法令

上のリスクアセスメントの義務ないし努力

義務（法第 57 条の 3 第 1 項、第 2 項）の

対象物質と一致している。（図３） 

平成 30 年労働安全衛生調査（実態調

査）の結果では、化学物質を製造又は譲

渡・提供している事業所について、「労働

安全衛生法第 57 条の２に該当する化学物

質」（交付義務対象）、「労働安全衛生法

第 57 条の２には該当しないが、危険有害

性がある化学物質」（交付努力義務対象）

をそれぞれ製造又は譲渡・提供している事

業所のうち、安全データシート（SDS）を

すべての製品に交付している事業所の割合

は、それぞれ 77.6％および 72.9％となっ

ている。一方、化学物質を使用している事

業所について、リスクアセスメントをすべ

て実施している事業所の割合は、それぞれ

の化学物質について、  29.2％および 

21.6％となっている。このように、SDS 交

付およびリスクアセスメントの実施とも十

分とは言えない状況である。 

 

（２）法令、特別規則による規制物質 
 化学物質の中には、過去の健康障害の発

生、有害性の大きさ、これまでの経緯など

により物質名が列挙され、特別の規定がか

かっているものがある。 

 まず、もっとも規制が厳しいものは、安

衛法で製造等の禁止（第 55 条）や製造の

許可（第 56 条）が規定されている。この

うち、製造等の禁止対象物質は安衛法施行

令第 16 条で、製造の許可物質は別表第 3

第 1号で指定されている。 

 

第五十五条  黄りんマツチ、ベンジジン、

ベンジジンを含有する製剤その他の労働者

に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定

めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提
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供し、又は使用してはならない。ただし、

試験研究のため製造し、輸入し、又は使用

する場合で、政令で定める要件に該当する

ときは、この限りでない。 

第五十六条  ジクロルベンジジン、ジクロ

ルベンジジンを含有する製剤その他の労働

者に重度の健康障害を生ずるおそれのある

物で、政令で定めるものを製造しようとす

る者は、厚生労働省令で定めるところによ

り、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受

けなければならない。 

次に、安衛法第 27 条で、「第 20 条から

第 25 条まで及び第 25 条の 2 第 1 項の規定

により事業者が講ずべき措置及び前条の規

定により労働者が守らなければならない事

項は、厚生労働省令で定める」とあり、化

学物質に関しては安衛則に加えて、特化則、

鉛則、四アルキル鉛則、有機則の特別規則

が相当する。また、各特別規則の対象とな

る化学物質は、安衛法施行令で規定されて

おり、特定化学物質障害予防規則について

は別表第 3 が、有機溶剤予防規則について

は別表第 6 の 2 が相当する。なお、前述の

製造許可物質は特化則の第１類物質に分類

されている。 

このうち、鉛則、四アルキル鉛則、有機

則は、物質名または物質の性質（有機溶剤

とは、他の物質を溶かす性質を持つ有機化

合物）ごとに一つの特別則を設けているが、

特化則の対象である特定化学物質には様々

な性質ものが含まれている。その中でも、

第１類および第２類物質は、慢性ばく露に

よる健康障害が疑われる物質であり、さら

に発がん性物質とそれ以外に分けられる。

第３類物質は、酸、アルカリ、有毒ガスと

いった漏洩や接触による急性中毒や障害の

可能性がある物質が対象となっている（図

４）11。 

このような異なる視点・軸で適用物質を

決めているため、有機溶剤であっても発が

ん性を有する場合には、有機則と特化則の

間での取扱いについて確認が必要である。

この点について、例えばもともと物理的性

質は有機溶剤であるベンゼンは、特化則で

は第２類物質に分類されている。また、知

見の積み重ねによって発がん性があること

が分かった有機溶剤については、発がん性

に着目して、2014 年 11 月から安衛法施行

令別表第 6 の 2 から別表第 3 に移して、特

別有機溶剤として特化則が適用されている。 

 
（３）主に発がん性に着目した分類 
前述の安衛法上の SDS の交付対象物質の

選定の際には、有害性の大きさが勘案され

ているが、中でも発がん性などの重篤な有

害性については別途に補充的な規制がなさ

 
1 1 厚生労働省のWEB サイトには、以下の
ように以下のように記され、有害性の程度
は、（高）第一類＞第二類＞第三類（低）
と解されている。 
第一類物質：がん等の慢性障害を引き起こ
す物質のうち、特に有害性が高く、製造工
程で特に厳重な管理（製造許可）を必要と
するもの 
第二類物質：がん等の慢性障害を引き起こ
す物質のうち、第１類物質に該当しないも
の 
第三類物質：大量漏えいにより急性中毒を

引き起こす物質（厚生労働省の WEB サイト

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukij

un/anzeneisei20/dl/04.pdf：2021 年 8 月

16日現在） 
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れている。発がん性物質のうち、特別規則

で詳細な規定が設けられていない物の一部

について、安衛法第 28 条第 3 項の規定に

基づく指針が公表されている。同項は、① 

第 57 条の 4 第 4 項の規定による勧告又は

５第 57 条の 5 第 1 項の規定による指示に

係る化学物質、②前号に掲げる化学物質以

外の化学物質で、がんやその他の重度の健

康障害を労働者に生ずるおそれのあるもの、

という２つの項目を対象としており、この

指針は、いずれの場合も発がん性物質が主

な対象であるため、がん原性指針と呼ばれ

ている。 

がん原性指針には、ばく露低減措置、作

業環境測定、労働衛生教育、労働者の把握、

危険有害性等の表示と譲渡提供時の文書交

付といった留意事項が記載されている。 

 

第二十八条  厚生労働大臣は、第二十条

から第二十五条まで及び第二十五条の二第

一項の規定により事業者が講ずべき措置の

適切かつ有効な実施を図るため必要な業種

又は作業ごとの技術上の指針を公表するも

のとする。 

２  厚生労働大臣は、前項の技術上の指

針を定めるに当たつては、中高年齢者に関

して、特に配慮するものとする。 

３  厚生労働大臣は、次の化学物質で厚

生労働大臣が定めるものを製造し、又は取

り扱う事業者が当該化学物質による労働者

の健康障害を防止するための指針を公表す

るものとする。 

  一  第五十七条の四第四項の規定によ

る勧告又は第五十七条の五第一項の規定に

よる指示に係る化学物質 

  二  前号に掲げる化学物質以外の化学

物質で、がんその他の重度の健康障害を労

働者に生ずるおそれのあるもの 

４  厚生労働大臣は、第一項又は前項の

規定により、技術上の指針又は労働者の健

康障害を防止するための指針を公表した場

合において必要があると認めるときは、事

業者又はその団体に対し、当該技術上の指

針又は労働者の健康障害を防止するための

指針に関し必要な指導等を行うことができ

る。 

 

労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に

基づき厚生労働大臣が定める化学物質 

 二－アミノ－四－クロロフェノール 

  アントラセン 

 エチルベンゼン 

  二・三－エポキシ－一－プロパノール 

 塩化アリル 

 オルト－フェニレンジアミン及びその塩 

  キノリン及びその塩 

 一－クロロ－二－ニトロベンゼン 

  クロロホルム 

  酢酸ビニル 

  四塩化炭素 

  一・四－ジオキサン 

  一・二－ジクロロエタン（別名二塩化エ

チレン） 

  一・四－ジクロロ－二－ニトロベンゼン 

 二・四－ジクロロ－一－ニトロベンゼン 

 一・ニ－ジクロロプロパン 

  ジクロロメタン（別名二塩化メチレン） 

  Ｎ・Ｎ－ジメチルアセトアミド 

 ジメチル－二・二－ジクロロビニルホス

フェイト（別名 DDVP） 

  Ｎ・Ｎ－ジメチルホルムアミド 

 スチレン 
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 四－ターシャリ－ブチルカテコール 

 多層カーボンナノチューブ（がんその他

の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれ

のあるものとして 

 厚生労働省労働基準局長が定めるものに

限る。） 

 一・一・二・二－テトラクロロエタン

（別名四塩化アセチレン） 

  テトラクロロエチレン（別名パークロル

エチレン） 

  一・一・一－トリクロルエタン 

 トリクロロエチレン 

 ノルマル－ブチル－ニ・三－エポキシプ

ロピルエーテル 

  パラ－ジクロルベンゼン 

 パラ－ニトロアニソール 

  パラ－ニトロクロルベンゼン 

  ヒドラジン及びその塩並びにヒドラジン

一水和物 

  ビフェニル 

  二－ブテナール 

 一－ブロモ－三－クロロプロパン 

 一－ブロモブタン 

 メタクリル酸二・三－エポキシプロピル 

 メチルイソブチルケトン 

 

（４）新規化学物質 

 化学物質には従来から産業界で使用され

ている既存化学物質と、その性質が十分に

分かっていない新規化学物質に分けられる。

日本の新規化学物質届出制度は、労働安全

衛生法および厚生労働省・経済産業省・環

境省の 3 省所管の化学物質の審査及び製造

等の規制に関する法律（化審法）に基づき

行われている。このうち化審法は、前述の

PCB による環境汚染問題を契機として 1973

年に制定され、新たに製造・輸入される化

学物質について事前に人への有害性などに

ついて審査するとともに、環境を経由して

人の健康を損なうおそれがある化学物質の

製造、輸入及び使用を規制する法律である。 

労働安全衛生法では、新規化学物質の取

扱いを第 57 条の 4 で規定している。その

対象となる物質は製品だけでなく、製造中

間体、副生物、廃棄物が含まれる（昭和

54 年 3 月 23 日付け基発第 132 号）。第１

項に基づく有害性の調査については、安衛

則第 34 条の 3 で、変異原性試験、化学物

質のがん原性に関し変異原性試験と同等以

上の知見を得ることができる試験又はがん

原性試験のうちいずれかの試験を、組織、

設備等に関し有害性の調査を適正に行うた

め必要な技術的基礎を有すると認められる

試験施設等において行うこと」とされてい

る。変異原性試験に関しては、労働安全衛

生法第五十七条の四第一項の規定に基づき

厚生労働大臣の定める基準と具体的な方法

を規定している。また、試験施設の基準は

安衛法 GLP(Good Laboratory Practice)と

呼び、各施設は試験施設等に関する安衛法

GLP 適合確認要領に基づく適合確認を受け

る必要がある。このような試験の品質管理

は、OECD の GLP 原則との整合化が図られ

ており、運営管理、試験設備、試験計画、

内部監査体制、信頼性保証体制等が対象と

なっている。 

有害性の調査を行った事業者は、その結

果に基づいて、当該新規化学物質による労

働者の健康障害を防止するために必要な措

置を速やかに講じなければならない（安衛

法第 57 条の 4 第 2 項）。また、厚生労働

大臣は、当該新規化学物質の名称を官報で
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公表する（同第 3 項）併せて有害性の調査

の結果について学識経験者の意見を聴き、

当該届出に係る化学物質による労働者の健

康障害を防止する必要があると認めるとき

は、届出をした事業者に対し、施設もしく

は設備の設置、又は整備、保護具の備付け

やその他の措置を講ずべきことを勧告する

ことができる（同第 4 項）ことになってい

る。安衛法第 57 条の 4 に基づき届出のあ

った化学物質のうち強い変異原性が認めら

れた 1037 物質は、既存化学物質のうち国

による試験等において強い変異原性が認め

られた 237 物質とともに、「強い変異原性

が認められた化学物質による健康障害を防

止するための指針（平成 5 年 5 月 17 日付

け基発第 312 号）」に沿って、ばく露防止

対策、作業環境測定、労働衛生教育、ラベ

ルの表示・SDS の交付、記録の保存等の措

置を講ずることとされている。 

 

第五十七条の四  化学物質による労働者の

健康障害を防止するため、既存の化学物質

として政令で定める化学物質以外の化学物

質（以下この条において「新規化学物質」

という。）を製造し、又は輸入しようとす

る事業者は、あらかじめ、厚生労働省令で

定めるところにより、厚生労働大臣の定め

る基準に従つて有害性の調査を行い、当該

新規化学物質の名称、有害性の調査の結果

その他の事項を厚生労働大臣に届け出なけ

ればならない。ただし、次の各号のいずれ

かに該当するときその他政令で定める場合

は、この限りでない。 

  一  当該新規化学物質に関し、厚生労働

省令で定めるところにより、当該新規化学

物質について予定されている製造又は取扱

いの方法等からみて労働者が当該新規化学

物質にさらされるおそれがない旨の厚生労

働大臣の確認を受けたとき。 

  二  当該新規化学物質に関し、厚生労働

省令で定めると 

ころにより、既に得られている知見等に基

づき厚生労働省令で定める有害性がない旨

の厚生労働大臣の確認を受けたとき。 

  三  当該新規化学物質を試験研究のため

製造し、又は輸入しようとするとき。 

  四  当該新規化学物質が主として一般消

費者の生活の用に供される製品（当該新規

化学物質を含有する製品を含む。）として

輸入される場合で、厚生労働省令で定める

とき。 

２  有害性の調査を行つた事業者は、その

結果に基づいて、当該新規化学物質による

労働者の健康障害を防止するため必要な措

置を速やかに講じなければならない。 

３  厚生労働大臣は、第一項の規定による

届出があつた場合（同項第二号の規定によ

る確認をした場合を含む。）には、厚生労

働省令で定めるところにより、当該新規化

学物質の名称を公表するものとする。 

４  厚生労働大臣は、第一項の規定による

届出があつた場合には、厚生労働省令で定

めるところにより、有害性の調査の結果に

ついて学識経験者の意見を聴き、当該届出

に係る化学物質による労働者の健康障害を

防止するため必要があると認めるときは、

届出をした事業者に対し、施設又は設備の

設置又は整備、保護具の備付けその他の措

置を講ずべきことを勧告することができ

る。 

５  前項の規定により有害性の調査の結果

について意見を求められた学識経験者は、
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当該有害性の調査の 結果に関して知り得

た秘密を漏らしてはならない。ただし、労

働者の健康障害を防止するためやむを得な

いときは、この限りでない。 

 

（５）裾切値 

化学物質が産業現場で用いられる場合、

混合剤として用いられることが多い。また、

塗料や印刷インキとして用いられる混合キ

シレンのようにキシレンとエチルベンゼン

の精製・製造過程で生じた混合剤のまま利

用されることもある。化学物質に対して

様々な規制がある中、混合剤中の含有率

（重量％）に注意し、規制をかけるかどう

かの判断を明確にしておかなければならな

い。裾切値は、表示・通知義務対象物質の

規定に用いられるものであるが、それに限

らず特化則や有機則において、その規制と、

対象となる基準としての含有率が存在する。 

ラベル表示および通知（SDS）の表示・

通知に関連した含有量に対する裾切値（当

該物質の含有量(重量%)がその値以上の場

合にはそれぞれ規制対象となる）は、物質

ごとに人体への有害性を考慮して設定され

ている。また SDS を用いてリスクアセスメ

ントが実施されるため、リスクアセスメン

トの対象も SDSの裾切値と同じである。 

一般的に、表示が必要となるその含有量

の裾切値は人に対する変異原性がある物

質：0.1％、人に対する発がん性がある物

質：0.1％、呼吸器感作性がある物質（気

体）：0.2％、人に対する生殖毒性がある

物質：0.3％、その他の有害性がある物

質：１％となっている。 

一方、通知およびリスクアセスメントの

対象では、変異原性がある物質：0.1％、

人に対する発がん性があるまたは疑われる

物質：0.1％、呼吸器感作性・皮膚感作性

がある物質：0.1％、人に対する生殖毒性

がある物質または疑われる物質：0.1％、

その他の有害性がある物質：１％と設定さ

れている。（図６） 

また、物質の性質に応じた分類もある。

特化則の場合、第一類物質を含有する製剤

などのうち含量が重量の 1%（ベンゾトリ

クロリドは 0.5%）を超えるもの、第二類

物質を含有する製剤などのうち含量が重量

の 1%（コールタール、シアン化カリウム、

シアン化ナトリウム、p-ニトロクロロベン

ゼン、フッ化水素は 5%）を超えるもの、

第三類物質を含有する製剤などのうち含量

が重量の 1%（フェノールは 5%）を超える

ものは当該の物質と同様に取り扱うと定め

られている。また、有機溶剤の場合、有機

溶剤としての健康影響と、特定の有機溶剤

としての健康影響が存在するため、やや複

雑な基準を定めている。まず、第一種有機

溶剤、第二種有機溶剤、第三種有機溶剤全

体で（有害性は、（高）第一種＞第二種＞

第三種（低）の順）、混合物の 5%を超え

た場合に、有機溶剤として規制の対象とな

る。次に、第一種有機溶剤として分類され

る物質の合計の重量比が 5%を超えた場合

には第一種有機溶剤として、第二種有機溶

剤では第一種有機溶剤と第二種有機溶剤の

合計が 5%を超えた場合（第一種有機溶剤

の場合を除く）には、第二種有機溶剤とし

て取り扱うことを規定している。さらに、

特殊健康診断において、物質ごとに健診項

目が設定されており、当該有機溶剤が 5％

を超えて含まれる場合には有機溶剤含有物

として当該健診項目の実施が必要となる
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（施行令第 22 条第 6 項、有機則第 29 条第

1項、第 2項）。 

 
（６）規制対象物質の選定 
 前述のように、特別規則で規制されてい

ない化学物質の中には、発がん性を有する

など、有害性の高いものが存在する。それ

らについて、国内の事業場で労働者に一定

のばく露が存在すれば、重篤な健康障害が

発生する可能性がある。そのような化学物

質に関して、国としての規制の見直しを継

続的に図るための手順が存在する。 

厚生労働省労働基準局には、この対応を

図るために「化学物質のリスク評価に係る

企画検討会（以下、企画検討会）」、「化

学物質のリスク評価検討会（以下、リスク

評価検討会）」、「化学物質の健康障害防

止措置に係る検討会（以下、防止措置検討

会）」が設定されている。まず、企画検討

会において、国として実施するリスク評価

方針の検討、リスク評価の周知等の方策の

検討に加えて、リスク評価対象物質の選定

を行う。選定は、発がん性については国際

がん研究機関（IARC）の区分で、グループ

１、2A、2B の順とし、発がん性の次に生

殖毒性その他の毒性の高い物質を優先とす

ること等の条件に基づいて行われる。選定

されると、安衛則第 95 条の 6 の対象物質

となり、報告対象物質となる。ただし、製

造・取扱量が 500kg 以上ある場合に所定の

様式による管轄労基署長への報告書の提出

が必要となる。（図７） 

 

第九十五条の六 事業者は、労働者に健康

障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大

臣が定めるものを製造し、又は取り扱う作

業場において、労働者を当該物のガス、蒸

気又は粉じんに曝露するおそれのある作業

に従事させたときは、厚生労働大臣の定め

るところにより、当該物の曝露の防止に関

し必要な事項について、様式第二十一号の

七による報告書を所轄労働基準監督署長に

提出しなければならない。 

 

報告が出されると、リスク評価検討会の

もとで、「国が行う化学物質等による労働

者の健康障 

害防止に係るリスク評価実施要領」に基

づき、使用状況の評価や文献検索などをも

とに「初期リスク評価」を行い、さらに必

要がある場合には「詳細リスク評価」を実

施することになる。その結果、物理化学的

性状、有害性、ばく露状況、ばく露労働者

数等を勘案し、リスクの総合的な判断を行

う。そのうえで、健康障害の発生のおそれ

がある作業については、そのリスクの程度

に応じて必要な健康障害防止のための措置

の内容が提言される。防止措置検討会では、

リスクに基づいた健康障害防止措置の検討

がなされ、主に特化則や、がん原性指針の

改訂などが行われる。その際、健康診断

（特殊健康診断）の項目は、「化学物質の

健康診断に関する専門委員会」で検討され、

最終的には労働政策審議会での答申に基づ

き、規制が強化される。 

この手続きは、2005 年度から開始にな

っており、2019 年度までに 220 の物質が

報告対象となっている。そして、これまで

に以下のような化学物質が新たに特化則で

規制対象となった。このうち、インジウム

化合物、1,2-ジクロロプロパン、オルト-

トルイジンは、職業がん等の健康障害が発
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生したことが契機となっている。 

しかし、現行の仕組みは個別的な規制が

行われるまでに長い手続きが必要であると

ともに、特定化学物質障害予防規則等 へ

の追加が決まると、当該物質の使用をやめ

て、危険 性・ 有害性を十分 確認・ 評価 

せずに規制対象外の物質 を代替品として

使用 し、その結果、十分な対策が取られ

ずに労働災害が発生しているなど、大きな

課題が存在する。そこで、厚生労働省は

「職場における化学物質等の管理のあり方

に関する検討会」を開催して、2021 年 7

月同報告書を取りまとめた。今後、国がば

く露濃度等の管理基準を定め、危険性・有

害性に関する情報の伝達の仕組みを整備・

拡充し、事業者はその情報に基づいてリス

クアセスメントを行い、ばく露防止のため

に講ずべき措置を事業者自らが選択して実

行することを原則とする仕組みへの移行が

推進される予定である。 

2007 年 12 月 ホルムアルデヒド, 1,3-ブ

タジエン, 硫化ジエチル 

2008 年 11 月 ニッケル化合物, 砒素及び

その化合物 

2011 年 1 月  酸化プロピレン, 1,1-ジメ

チルヒドラジン, 1,4-ジク

ロロ-2-ブテン, 1,3-プロ

パンスルトン 

2012 年 9 月  インジウム及びその化合

物，エチルベンゼン，コバルト及びその無

機化合物 

2013年 10月 1,2-ジクロロプロパン 

2014 年 11 月 ジメチル-2,2-ジクロロビ

ニルホスフェイト 

2015 年 11 月 ナフタレン、リフラクトリ

ーセラミックファイバー 

2017年 1月  オルト-トルイジン 

2017年 6月  三酸化ニアンチモン 

2021 年 4 月  溶接ヒューム、塩基性酸

化マンガン 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunits

uite/bunya/0000113892.html 

 

３．化学物質管理のための体制 

【概要と趣旨】 

化学物質による健康障害防止対策につい

て、法令で詳細な規定がされている物質で

あれば、その内容を順守することによって、

一定の成果を挙げることは可能である。し

かし、その場合であっても、適切なタイミ

ングで作業環境測定を行うこと、適切な方

法で適切な個人用保護具を着用させること、

質の管理がされた健診機関に特殊健診を依

頼するとともに、医師の意見に基づき事後

措置を実施することが求められる。このよ

うな対応を事業者が行う上で、従業員数

50 名以上の事業場においては、衛生管理

者、産業医、作業主任者が連携して、適切

な対応を図ることが求められる。そのうち、

衛生管理者については、安衛法第 12 条で

「安衛法第 10 条第 1 項の各号の業務のう

ち衛生に係る技術的事項を管理すること」

が役割になっている。 

一 労働者の危険又は健康障害を防止

するための措置に関すること。 

  二  労働者の安全又は衛生のための教

育の実施に関すること。 

  三  健康診断の実施その他健康の保持

増進のための措置に関すること。 

  四  労働災害の原因の調査及び再発防

止対策に関すること。 

  五  前各号に掲げるもののほか、労働
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災害を防止するため必要な業務で、厚生労

働省令で定めるもの。 

また、産業医については、安衛則第 13

条第 1 項で、掲げる事項で医学に関する専

門的知識を必要とするものとし、１号から

9号までの業務を挙げている。 

  一  健康診断の実施及びその結果に基

づく労働者の健康を保持するための措置に

関すること。 

 二 法第六十六条の八第一項、第六十

六条の八の二第一項及び第六十六条の八の

四第一項に規定する面接指導並びに法第六

十六条の九に規定する必要な措置の実施並

びにこれらの結果に基づく労働者の健康を

保持するための措置に関すること。 

 三 法第六十六条の十第一項に規定す

る心理的な負担の程度を把握するための検

査の実施並びに同条第三項に規定する面接

指導の実施及びその結果に基づく労働者の

健康を保持するための措置に関すること。 

  四  作業環境の維持管理に関するこ

と。 

  五  作業の管理に関すること。 

  六  前各号に掲げるもののほか、労働

者の健康管理に関すること。 

  七  健康教育、健康相談その他労働者

の健康の保持増進を図るための措置に関す

ること。 

  八  衛生教育に関すること。 

  九  労働者の健康障害の原因の調査及

び再発防止のための措置に関すること。 

 

一方、作業主任者は作業場で、対象とな

る化学物質の取扱い作業に従事する労働者

の指揮等を行うことが求められており、そ

の役割は大きい。 

 作業主任者の選任については、安衛法第

14 条で規定し、安衛法施行令第 6 条で作

業主任者の選任が必要な業務を挙げている。

このうち、第 18 号、第 19 号、第 20 号、

第 22 号が化学物質の取扱い作業と関連し、

それぞれ特化則、鉛則、四アルキル鉛則、

有機則関係となっている。（図８） 

労働安全衛生法 

第十四条  事業者は、高圧室内作業その他

の労働災害を防止するための管理を必要と

する作業で、政令で定めるものについて

は、都道府県労働局長の免許を受けた者又

は都道府県労働局長の登録を受けた者が行

う技能講習を修了した者のうちから、厚生

労働省令で定めるところにより、当該作業

の区分に応じて、作業主任者を選任し、そ

の者に当該作業に従事する労働者の指揮そ

の他の厚生労働省令で定める事項を行わせ

なければならない。 

 

安衛法施行令 

第六条  法第十四条の政令で定める作業

は、次のとおりとする。 

  十八  別表第三に掲げる特定化学物質を

製造し、又は取り扱う作業（試験研究のた

め取り扱う作業及び同表第二号 3 の３、11

の２、13 の２、15、15 の２、18 の２から

18 の４まで、19 の２から 19 の４まで、22

の２から 22 の５まで、23 の２、33 の２若

しくは 34 の２に掲げる物又は同号 37 に掲

げる物で同号 3 の 3、11 の２、13 の２、

15、15 の２、18 の２から 18 の４まで、19

の２から 19 の４まで、22 の２から 22 の

５まで、23 の２、33 の２若しくは 34 の２

に係るものを製造し、又は取り扱う作業で

厚生労働省令で定めるものを除く。） 
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  十九  別表第四第一号から第十号までに

掲げる鉛業務（遠隔操作によつて行う隔離

室におけるものを除く。）に係る作業 

  二十  別表第五第一号から第六号まで又

は第八号に掲げる四アルキル鉛等業務（遠

隔操作によつて行う隔離室におけるものを

除くものとし、同表第六号に掲げる業務に

あつては、ドラム缶その他の容器の積卸し

の業務に限る。）に係る作業 

  二十二  屋内作業場又はタンク、船倉若

しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定

める場所において別表第六の二に掲げる有

機溶剤（当該有機溶剤と当該有機溶剤以外

の物との混合物で、当該有機溶剤を当該混

合物の重量の五パーセントを超えて含有す

るものを含む。第二十一条第十号及び第二

十二条第一項第六号において同じ。）を製

造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令

で定めるものに係る作業 

 

 さらに、安衛則第 16 条で、作業主任者

に必要な資格、第 17 条で職務分担を定め

ている。 

第十六条  法第十四条の規定による作業主

任者の選任は、別表第一の上欄に掲げる作

業の区分に応じて、 同表の中欄に掲げる

資格を有する者のうちから行なうものと

し、その作業主任者の名称は、同表の下欄

に掲げるとおりとする。 

 

第十七条  事業者は、別表第一の上欄に掲

げる一の作業を同一の場所で行なう場合に

おいて、当該作業に 係る作業主任者を二

人以上選任したときは、それぞれの作業主

任者の職務の分担を定めなければならな

い。 

 

 これらの法令で定められた体制であって

も、適切な研修を受け、事業者によってそ

の職務に対して必要な時間が割り当てられ

ていれば、健康障害の防止は可能である。

しかし、法令で詳細事項が規定されていな

い化学物質の自主管理を行わせるには限界

が存在する。化学物質の自主管理の基本と

なる後述の「化学物質等による危険性又は

有害性等の調査等に関する指針」では、リ

スクアセスメントを実施するための体制を

定めている。 

化学物質等の適切な管理について必要な

能力を有する者のうちから化学物質等の管

理を担当する者(以下「化学物質管理者」

という。)を指名し、この者に、下記イに

掲げる者の下でリスクアセスメント等に関

する技術的業務を行わせることが望ましい

こととされている。また、この指針に関す

る基発（基発 0918 第 3 号 平成 27 年 9 月

18 日）では、「化学物質管理者は、事業

場で製造等を行う化学物質等、作業方法、

設備等の事業場の実態に精通していること

が必要であるため、当該事業場に所属する

労働者から指名されることが望ましいもの

である」とされている。すなわち、事業場

において化学物質に関してリスクアセスメ

ントを実施し、その結果に基づく対応を可

能とするような人材がいることを想定して

いるが、現実的にそのような人材が存在す

る事業場はかなり少ないはずである。 

 

化学物質等による危険性又は有害性等の調

査等に関する指針 

４ 実施体制等 

 (1) 事業者は、次に掲げる体制でリスク
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アセスメント及びリスク低減措置(以下

「リスクアセスメント等」という。)を実

施するものとする。 

  ア 総括安全衛生管理者が選任されて

いる場合には、当該者にリスクアセスメン

ト等の実施を統括管理させること。総括安

全衛生管理者が選任されていない場合に

は、事業の実施を統括管理する者に統括管

理させること。 

  イ 安全管理者又は衛生管理者が選任

されている場合には、当該者にリスクアセ

スメント等の実施を管理させること。安全

管理者又は衛生管理者が選任されていない

場合には、職長その他の当該作業に従事す

る労働者を直接指導し、又は監督する者と

しての地位にあるものにリスクアセスメン

ト等の実施を管理させること。 

  ウ 化学物質等の適切な管理について

必要な能力を有する者のうちから化学物質

等の管理を担当する者(以下「化学物質管

理者」という。)を指名し、この者に、上

記イに掲げる者の下でリスクアセスメント

等に関する技術的業務を行わせることが望

ましいこと。 

  エ 安全衛生委員会、安全委員会又は

衛生委員会が設置されている場合には、こ

れらの委員会においてリスクアセスメント

等に関することを調査審議させ、また、当

該委員会が設置されていない場合には、リ

スクアセスメント等の対象業務に従事する

労働者の意見を聴取する場を設けるなど、

リスクアセスメント等の実施を決定する段

階において労働者を参画させること。 

  オ リスクアセスメント等の実施に当

たっては、化学物質管理者のほか、必要に

応じ、化学物質等に係る危険性及び有害性

や、化学物質等に係る機械設備、化学設

備、生産技術等についての専門的知識を有

する者を参画させること。 

  カ 上記のほか、より詳細なリスクア

セスメント手法の導入又はリスク低減措置

の実施に当たっての、技術的な助言を得る

ため、労働衛生コンサルタント等の外部の

専門家の活用を図ることが望ましいこと。 

 (2) 事業者は、(1)のリスクアセスメン

トの実施を管理する者、技術的業務を行う

者等(カの外部の専門家を除く。)に対し、

リスクアセスメント等を実施するために必

要な教育を実施するものとする。 

 

 欧米では、インダストリアルハイジニス

トやオキュペイショナルハイジニストと呼

ばれる有害要因管理にかかる専門家が活動

している。一般にハイジニストと呼ばれる

専門家は、専門職大学院レベルの研修を受

け、さらに実務経験を積んだ上で認定資格

を得ることが基本である。このレベルまで

行かなくても、労働安全衛生全般を担当す

るセーフティオフィサーのレベルを上げる

ことによって対応しようとする国も存在す

る。タイ王国がその代表であり、公衆衛生

学部で２年以上労働安全衛生のカリキュラ

ムを修了した者のみが新規にセーフティオ

フィサーの資格を取れることになっている。

しかし日本ではこのようなレベルの専門家

が極めて不足している。2011 年に日本作

業環境測定士協会が事務局になり、認定オ

キュペイショナルハイジニストの育成と資

格認定制度を開始した。この制度は、

International Occupational Hygiene 

Association から国際レベルの制度である

ことが認定されている。しかし、2021 年 4
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月 1 日現在で 53 名が登録されているに過

ぎない。このような人材不足が、化学物質

に自主管理の展開の大きな課題となってい

る。 

 

Ⅲ 化学物質による健康障害防止の戦略 

１．化学物質の健康障害防止戦略の前提 

【概要と趣旨】 

 化学物質による健康障害には、急性ばく

露による健康障害と慢性ばく露による健康

障害がある。急性ばく露による障害は、化

学物質の漏洩や貯蔵された容器への転落な

ど、予期せぬことによって発生する事故的

なものであり、安全対策と同じ手法が基本

となる。一方、慢性ばく露による健康障害

は、すでに一定のばく露が存在する状況に

おいて健康障害を防止する対策を取ること

になる。一般に化学物質による健康障害防

止対策は、後者の対策が基本となる。 

化学物質の慢性ばく露による健康障害を

防止するためには、密閉化を行ったり、有

害性の低い化学物質に代替したりすること

によって、もともと存在していた慢性ばく

露を完全になくすことが根本的な対策とな

る。しかし、産業現場では、作業工程上の

制約、製品の質の制約、そして設備コスト

の問題などがあり、すべての有害化学物質

のばく露を防ぐことはできない。そこで、

リスクアセスメントを行い、リスクの程度

に応じて対策に優先順位をつけることが有

効になる。仮にリスクが許容できない状況

であれば、ばく露低減対策等を計画的に実

施して、リスク低減を図ることが必要であ

る。状況を再評価し、リスクが十低減対策

実施後は、ばく露の低減分に低い状態まで

低減できていないと判断される場合には、

残存リスクに対して追加対策を行う。この

際のリスク低減の手法には、前述のような

密閉化や代替物質の変更といった根本的な

対策、局所排気装置の設置といった工学的

対策、教育訓練、個人用保護具の利用とい

った選択肢があるが、より根本的な対策を

優先的に検討すべきとされている。 

しかし、リスク低減が許容レベルにまで

図られたとしても、リスクアセスメントで

は見逃したばく露があったり、これまでの

知見では確認されていない想定外の健康障

害が発生する可能性があったりするため、

健康診断を実施して、労働者ごとのリスク

評価と健康影響の評価を行うことが必要と

なる。 

化学物質による健康障害リスクの許容レ

ベルは、学術的な研究成果に基づき物質ご

とに設定された許容濃度で示されることが

一般的である。ここでいう許容濃度とは、

「労働者が１日８時間、週 40 時間程度、

肉体的に激しくない労働強度で有害物質に

ばく露された場合に、当該有害物質の平均

濃度がこの数値以下であれば、ほとんどす

べての労働者に健康上の悪い影響がみられ

ないと判断される濃度」と定義される。す

べての労働者に悪影響がでない濃度ではな

く、ほとんどすべての労働者を対象として

いるのは、例外的な健康状態の労働者が対

応できるまでのばく露低減は、コストとの

バランスが取れないことが多いため、配置

転換や業務時間の短縮といった個別対策で

実施することが基本となることによる。 

以上のような健康障害防止の対策の基本

は、本来、有害性のあるすべての化学物質

に対して実施すべきであり、その趣旨で安

衛法第 22 条が規定されている。そのうえ
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で、化学物質の有害性や国内の事業場のば

く露状況を勘案するなどして、より健康障

害発生リスクが高い化学物質に対して、特

別規則でのリスクマネジメントに関する詳

細な規定を行っている。また、がん原性指

針もそれに準じた詳細な記載となっている。 

 

第二十二条  事業者は、次の健康障害を防

止するため必要な措置を講じなければなら

ない。 

  一  原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素

欠乏空気、病原体等による健康障害 

  二  放射線、高温、低温、超音波、騒

音、振動、異常気圧等による健康障害 

  三  計器監視、精密工作等の作業による

健康障害 

  四  排気、排液又は残さい物による健康

障害 

 

２．化学物質のリスクアセスメント 

【概要と趣旨】 

（１）リスクアセスメントの義務化 
 化学物質の慢性ばく露による健康障害リ

スクの評価は、危険有害性があるすべての

化学物質について実施すべきである。労働

安全衛生法では、リスクアセスメントを危

険性又は有害性等の調査と表現しており、

２段階の規制となっている。まず、第 56

条第 1 項所定の製造許可物質および第 57

条の 2 第 1 項所定の政令指定物質（2021

年４月１日現在、ベンジルアルコールが追

加され、両者合わせて６７４物質）につい

ては、安衛法第 57 の 3 条第１項で、事業

者にリスクアセスメントの実施を義務付け

ており、第 2 項で、その結果に基づく法令

上の措置（衛生基準の実施）を義務づけ

（＊既存の義務規定に連結する趣旨）、そ

の他必要な健康障害防止措置を努力義務と

している。さらに、安衛法第 28 条の 2 で、

危険有害性を有するすべての化学物質に対

してリスクアセスメントの実施を努力義務

とし、その結果に基づく法令上の措置（衛

生基準の実施）を義務づけ（＊既存の義務

規定に連結する趣旨）、その他必要な健康

障害防止措置を努力義務としている。 

 そのうえで、リスクアセスメントに関し

て、指針を公表している。当初は、第 28

条の 2 に基づく指針として、化学物質に限

らずその他の危険性を含む指針として「危

険性又は有害性等の調査等に関する指針」

に合わせて、化学物質に限定した「化学物

質等による危険性又は有害性等の調査等に

関する指針」が出されていた。その後、安

衛法の改正によって第 57 条の 3 が新設さ

れる際、同条第３項に基づく指針として、

新たに「化学物質等による危険性又は有害

性等の調査等に関する指針」が出され、前

に出された指針は廃止になっている。 

 

第五十七条の三 事業者は、厚生労働省

令で定めるところにより、第五十七条第一

項の政令で定める物及び通知対象物による

危険性又は有害性等を調査しなければなら

ない。 

２ 事業者は、前項の調査の結果に基づ

いて、この法律又はこれに基づく命令の規

定による措置を講ずるほか、労働者の危険

又は健康障害を防止するため必要な措置を

講ずるように努めなければならない。 

３ 厚生労働大臣は、第二十八条第一項

及び第三項に定めるもののほか、前二項の

措置に関して、その適切かつ有効な実施を
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図るため必要な指針を公表するものとす

る。 

４ 厚生労働大臣は、前項の指針に従

い、事業者又はその団体に対し、必要な指

導、援助等を行うことができる。 

 

第二十八条の二 事業者は、厚生労働省令

で定めるところにより、建設物、設備、原

材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は

作業行動その他業務に起因する危険性又は

有害性等（第五十七条第一項の政令で定め

る物及び第五十七条の二第一項に規定する

通知対象物による危険性又は有害性等を除

く。）を調査し、その結果に基づいて、こ

の法律又はこれに基づく命令の規定による

措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康

障害を防止するため必要な措置を講ずるよ

うに努めなければならない。ただし、当該

調査のうち、化学物質、化学物質を含有す

る製剤その他の物で労働者の危険又は健康

障害を生ずるおそれのあるものに係るもの

以外のものについては、製造業その他厚生

労働省令で定める業種に属する事業者に限

る。 

２ 厚生労働大臣は、前条第一項及び第三

項に定めるもののほか、前項の措置に関し

て、その適切かつ有効な実施を図るため必

要な指針を公表するものとする。 

３ 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、

事業者又はその団体に対し、必要な指導、

援助等を行うことができる。 

 

 「化学物質等による危険性又は有害性等

の調査等に関する指針」では、「本指針は、

労働安全衛生法第 57 条の 3 第 3 項の規定

に基づき、事業者が、化学物質、化学物質

を含有する製剤その他の物で労働者の危険

又は健康障害を生ずるおそれのあるものに

よる危険性又は有害性等の調査(以下「リ

スクアセスメント」という。)を実施し、

その結果に基づいて労働者の危険又は健康

障害を防止するため必要な措置(以下「リ

スク低減措置」という。)が各事業場にお

いて適切かつ有効に実施されるよう、リス

クアセスメントからリスク低減措置の実施

までの一連の措置の基本的な考え方及び具

体的な手順の例を示すとともに、これらの

措置の実施上の留意事項を定めたものであ

る。また、本指針は、「労働安全衛生マネ

ジメントシステムに関する指針」(平成 11

年労働省告示第 53 号) に定める危険性又

は有害性等の調査及び実施事項の特定の具

体的実施事項としても位置付けられるもの

である。」として趣旨を述べた上で、指針

の適用対象、実施内容、実施体制等、実施

時期、リスクアセスメント等の対象の選定、

情報の入手等、危険性又は有害性の特定、

リスクの見積り、リスク低減措置の検討及

び実施、リスクアセスメント結果等の労働

者への周知等、その他を規定しており、単

にリスクアセスメントだけでなく、その事

後措置についても言及している。 

 このうち、実施時期について、安衛法第

57 条の 3 第 1 項所定のリスクアセスメン

トの義務にかかる安衛則第 34 条の 2 の 7

が、原材料や作業方法の変更が生じた際や

化学物質情報の変化が生じた際を規定して

おり、いわゆる「変更の管理」を求めてい

ることになる。安衛法第 28 条の 2 第 1 項

所定のリスクアセスメントの努力義務にか

かる安衛則第 24 条の 11 も 同様の規定を

している。併せて、化学物質等に係る労働
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災害が発生した場合、前回のリスクアセス

メント等から一定の期間が経過した場合、

既に製造し又は取り扱っていた物質がリス

クアセスメントの対象物質として新たに追

加された場合などを、行うよう努めるべき

時期として示している。このことに関して、

本来、リスクアセスメントは、存在する危

険有害要因に対して対策の優先順位をつけ

ることが目的であるから、新たにリスクア

セスメントが導入される際には、すべての

危険有害要因を対象とすべきである。しか

し、2016 年 6 月 1 日に、安衛法第 57 条の

3 が施行された際、この指針の存在を前提

に、既存の化学物質についてはリスクアセ

スメントが実施されなかった事業場があっ

たことは大きな問題である。また、法令で

求めるリスクアセスメントとは、「変更の

管理」を前提としているにも関わらず、後

述の労働安全衛生マネジメントシステムが

導入されている事業場においても、「変更

の管理」の仕組みが十分と言えない場合が

少なくない。 

 

安衛則第三十四条の二の七 法第五十七条

の三第一項の危険性又は有害性等の調査

（主として一般消費者の生活の用に供され

る製品に係るものを除く。次項及び次条第

一項において「調査」という。）は、次に

掲げる時期に行うものとする。 

 一 令第十八条各号に掲げる物及び法第

五十七条の二第一項に規定する通知対象物

（以下この条及び次条において「調査対象

物」という。）を原材料等として新規に採

用し、又は変更するとき。 

 二 調査対象物を製造し、又は取り扱う

業務に係る作業の方法又は手順を新規に採

用し、又は変更するとき。 

 三 前二号に掲げるもののほか、調査対

象物による危険性又は有害性等について変

化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。 

第二十四条の十一  法第二十八条の二第一

項の危険性又は有害性等の調査は、次に掲

げる時期に行うものとする。 

 一 建設物を設置し、移転し、変更し、

又は解体するとき。 

 二 設備、原材料等を新規に採用し、又

は変更するとき。 

 三 作業方法又は作業手順を新規に採用

し、又は変更するとき。 

 四 前三号に掲げるもののほか、建設

物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等

による、又は作業行動その他業務に起因す

る危険性又は有害性等について変化が生

じ、又は生ずるおそれがあるとき。 

 

（２）有害性情報 
化学物質のリスクアセスメントの第１歩

は、取り扱っている物質をリスト化し、そ

れぞれの物質の有害性を確認することある。

有害性情報について、同じ化学物質であっ

ても国や地域によって異なる危険有害性情

報が表示されたり伝達されたりする可能性

があることから国際的に推奨された分類・

表示方法の必要性が認識されていた。そし

て、2003 年 7 月には国連経済社会理事会

において「化学物質の分類および表示に関

する世界調和システム（ The Globally 

Harmonized System of Classification 

and Labelling of Chemicals）」(GHS)の

実施促進のための決議が採択された。 

GHS は化学物質の危険有害性（ハザー

ド）ごとに分類基準及びラベルや安全デー
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タシートの内容を調和させ、世界的に統一

されたルールとして提供するものであり、

情報伝達の手段として、危険有害性の特徴

を視覚的に示した絵表示（ピクトグラム）

や取り扱いの際の奨励措置等に関する記載

を用いている。（図９）有害性の性質は

「物理化学的危険性」、「健康に対する有

害性」、「環境に対する有害性」に分類さ

れ、それぞれについて「危険有害性クラ

ス」が設定されており、どの程度の危険有

害性があるか、あるいはないかを判断する

ための調和された分類基準が定められてい

る。（図１０） 

また、情報伝達の手段である化学物質等

安 全 性 デ ー タ シ ー ト （ Safety Data 

Sheet：SDS）とは化学物質および化学物質

を含む混合物を譲渡または提供する際に、

その化学物質の物理化学的性質や危険性・

有害性及び取扱いに関する情報を化学物質

等を譲渡または提供する相手方に提供する

ための文書である。SDS には、化学製品中

に含まれる化学物質の名称や物理化学的性

質のほか、危険性、有害性、ばく露した際

の応急措置、取扱方法、保管方法、廃棄方

法などが記載されている。（図１１） 

 

安衛法第五十七条 爆発性の物、発火性の

物、引火性の物その他の労働者に危険を生

ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベ

ンゼンを 含有する製剤その他の労働者に

健康障害を生ずるおそれのある物で政令で

定めるもの又は前条第一項の物を容器に入

れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する

者は、厚生労働省令で定めるところによ

り、その容器又は包装（容器に入れ、か

つ、包装して、 譲渡し、又は提供すると

きにあっては、その容器）に次に掲げるも

のを表示しなければならない。ただし、そ

の容器又は包装のうち、主として一般消費

者の生活の用に供するためのものについて

は、この限りでない。 

一 次に掲げる事項  

イ 名称  

ロ 人体に及ぼす作用  

ハ 貯蔵又は取扱い上の注意  

ニ イからハまでに掲げるもののほか、厚

生労働省令で定める事項  

二 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起

するための標章で厚生労働大臣が定めるも

の  

２ 前項の政令で定める物又は前条第一項

の物を前項に規定する方法以外の方法によ

り譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省

令で定めるところにより、同項各号の事項

を記載した文書を、譲渡し、又は提供する

相手方に交付しなければならない。 

第五十七条の二 労働者に危険若しくは健

康障害を生ずるおそれのある物で政令で定

めるもの又は第五十六条第一項の物（以下

この条及び次条第一項において「通知対象

物」という。）を譲渡し、又は提供する者

は、文書の交付その他厚生労働省令で定め

る方法により通知対象物に関する次の事項

（前条第二項に規定する者にあっては、同

項に規定する事項を除く。）を、譲渡し、

又 は提供する相手方に通知しなければな

らない。ただし、主として一般消費者の生

活の用に供される製品として通知対象物を

譲渡し、又は提供する場合については、こ

の限りでない。 

一 名称  

二 成分及びその含有量  
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三 物理的及び化学的性質  

四 人体に及ぼす作用  

五 貯蔵又は取扱い上の注意  

六 流出その他の事故が発生した場合にお

いて講ずべき応急の措置  

七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働

省令で定める事項  

２ 通知対象物を譲渡し、又は提供する者

は、前項の規定により通知した事項に変更

を行う必要が生じたときは、文書の交付そ

の他厚生労働省令で定める方法により、変

更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡

し、又は提供した相手方に通知するよう努

め なければならない。  

３ 前二項に定めるもののほか、前二項の

通知に関し必要な事項は、厚生労働省令で

定める。 

また、その表示すべき危険物および有害

物については、労働安全衛生法施行令第十

八条（法第五十七条第一項の政令）、同第

十八条の二（法第五十七条の二第一項の政

令）、労働安全衛生規則第三十条（令第十

八条第二号の厚生労働省令）、同第三十一

条（令第十八条第三号の厚生労働省令）等

で定められている。（図１２） 

ラベル表示と SDS 交付の努力義務にかか

る規定については以下のように定められて

いる。 

（危険有害化学物質等に関する危険性又は

有害性等の表示等） 

安衛則第二十四条の十四 化学物質、化学

物質を含有する製剤その他の労働者に対す

る危険又は健康障害を生ずるおそれのある

物で厚生労働大臣が定めるもの（令第十八

条各号及び令別表第三第一号に掲げる物を

除く。次項及び第二十四条の十六において

「危険有 害化学物質等」という。）を容

器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提

供する者は、その容器又は包装（容器に入

れ、かつ、 包装して、譲渡し、又は提供

するときにあつては、その容器）に次に掲

げるものを表示するように努めなければな

らない。 一 次に掲げる事項  

イ 名称  

ロ 人体に及ぼす作用  

ハ 貯蔵又は取扱い上の注意   

ニ 表示をする者の氏名（法人にあつて

は、その名称）、住所及び電話番号  

ホ 注意喚起語  

ヘ 安定性及び反応性  

二 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起

するための標章で厚生労働大臣が定めるも

の  

２ 危険有害化学物質等を前項に規定する

方法以外の方法により譲渡し、又は提供す

る者は、同項各号の事項を記載した文書

を、 譲渡し、又は提供する相手方に交付

するよう努めなければならない。 

第二十四条の十五 特定危険有害化学物質

等（（化学物質、化学物質を含有する製剤

その他の労働者に対する危険又は健康障害

を 生ずるおそれのある物で厚生労働大臣

が定めるもの（法第五十七条の二第一項に

規定する通知対象物を除く。）をいう。以

下この条及び次条において同じ。）を譲渡

し、又は提供する者は、文書の交付又は相

手方の事業者が承諾した方法により特定危

険有 害化学物質等に関する次に掲げる事

項（前条第二項に規定する者にあっては、

同条第一項に規定する事項を除く。）を、

譲渡 し、又は提供する相手方の事業者に

通知するよう努めなければならない。 一 
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名称  

二 成分及びその含有量  

三 物理的及び化学的性質  

四 人体に及ぼす作用  

五 貯蔵又は取扱い上の注意  

六 流出その他の事故が発生した場合にお

いて講ずべき応急の措置  

七 通知を行う者の氏名（法人にあつて

は、その名称）、住所及び電話番号  

八 危険性又は有害性の要約  

九 安定性及び反応性  

十 適用される法令  

十一 その他参考となる事項  

２ 特定危険有害化学物質等を譲渡し、又

は提供する者は、前項の規定により通知し

た事項に変更を行う必要が生じたときは、

文 書の交付又は相手方の事業者が承諾し

た方法により、変更後の同項各号の事項

を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手

方の事業者に通知するよう努めなければな

らない。 

第二十四条の十六 厚生労働大臣は、危険

有害化学物質等又は特定危険有害化学物質

等の譲渡又は提供を受ける相手方の事業者

の法第二十八条の二第一項の調査及び同項

の措置の適切かつ有効な実施を図ることを

目的として危険有害化学物質等又は特定危

険 有害化学物質等を譲渡し、又は提供す

る者が行う前二条の規定による表示又は通

知を促進するため必要な指針を公表するこ

とが できる。  

３ 前二項に定めるもののほか、前二項の

通知に関し必要な事項は、厚生労働省令で

定める。 

 
（３）許容濃度等 

 労働者のばく露状況を推定するためのモ

ニタリングを行った場合に、ばく露状況を

評価し、有害性情報を合わせてリスクアセ

スメントを行うために、評価基準となる値

が必要となる。前述のように、ばく露の推

定方法には、作業環境測定、個人ばく露測

定、生物学的モニタリングがあり、それぞ

れの基準値として管理濃度、許容濃度、生

物学的ばく露指標が相当する。これらの値

の決定において、許容濃度が基本となるの

で、まず許容濃度を説明したうえで、その

他の指標を解説する。 

① 許容濃度 

許容濃度とは、「労働者が 1 日 8 時間、

週間 40 時間程度、肉体的に激しくない労

働強度で有害物質にばく露される場合に、

当該有害物質の平均ばく露濃度がこの数値

以下であれば、ほとんどすべての労働者に

健康上の悪い影響が見られないと判断され

る濃度」と定義される。この濃度は、専門

家集団によって科学的に検討され、提案さ

れることが基本である。日本産業衛生学会

の許容濃度、米国の ACGIH（ American 

Conference of Governmental Industrial 

Hygienists： アメリカ合衆国産業衛生専

門 官 会 議 ） の TLV 、 ド イ ツ の DFG

（ Deutsche Forschungsgemeinschaft：ド

イツ学術振興会）の MAK などがある。また、

個人ばく露測定がモニタリングの基本とな

っている国においては、規制値として許容

濃度が決定されることが多く、米国 OSHA

の PEL(permissible exposure limits)な

どがある。 

許容濃度は、過去の災害事例や動物実験

のデータを検討して無毒性量（NOAEL）を

得て、個体差や種差を考慮するために安全
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係数で除して決定される。NOAEL が得られ

ない場合には、最小毒性量（LOAEL）を 10

で除して、無毒性量（NOAEL）とすること

が一般的である。そのため、知見の採用や

安全係数の選択などによって、出される値

によって差が生じることがある。また、当

然のことながら、新しい科学的な知見が得

られれば、それに基づいて再評価が行われ

るべきであるため、許容濃度の見直しは定

期的に行われる。（図１３） 

化学物質によっては、慢性ばく露の影響

のほかに、短期間のばく露の影響を考慮し

なければならない場合がある。そのため、

短時間ばく露（15 分間の時間加重平均）

や天井値（作業中のどの時点においても超

えてはならない値）を設定することがあり、

TLV では、8 時間の TWA (Time-Weighted 

Average) に 対 し て 、 そ れ ぞ れ

STEL((Short-Term Exposure Limit), 

Ceiling 値と呼ぶ。 

 
② 管理濃度 

管理濃度とは、作業環境管理を進める上

で、有害物質に関する作業環境の状態を評

価するために、作業環境測定基準に従って

実施した作業環境測定の結果から作業環境

管理の良否を判断する際の管理区分を決定

するための指標である。管理濃度の設定に

あたっては、厚生労働省が管理濃度等検討

会を設置し、学会等の示す許容濃度等のば

く露限界及び各国のばく露規制のための基

準の動向を踏まえつつ作業環境管理技術の

実用可能性その他作業環境管理に関する国

際的動向等をもとに、作業環境管理の目的

に沿うよう行政的な見地から設定すること

になっている。 

管理濃度は、作業環境評価基準の別表に

記載されており、作業環境測定が義務付け

られている物質が対象となっている。その

ため、新たな規制対象となり、作業環境測

定が義務付けられた場合には管理濃度が設

定されることになる。また、すでに設定さ

れている場合にも、新しい科学的知見に基

づき見直しが行われており、平成 24 年 4

月 1 日施行の硫化水素（5ppm → 1ppm）や

エチレングリコールモノメチルエーテル

（5ppm →0.1ppm）等の見直し、平成 25 年

4 月 1 日のベリリウムおよびその化合物

（0.002mg→0.001mg）等の見直し、平成

28 年 10 月 1 日施行分のテトラクロロエチ

レン（50ppm→25ppm）の見直しがある。 

 

③ 生物学的ばく露指標 
 生物学的ばく露指標とは生物学的モニタ

リング値がその勧告値の範囲内であれば、

ほとんどすべての労働者に健康上の悪い影

響がみられないと判断される濃度である。

これは、許容濃度相当のばく露があった際

に、尿中代謝物や血液等における物質の濃

度で設定していることに由来する。 

生物学的ばく露指標は、前述のような許

容濃度の勧告を出している各国の団体が提

供しており、日本産業衛生学会では「生物

学的許容値」、ACGIH では「Biological 

Exposure Indices(BEI) 」 、 DFG で は

「Biological Tolerance Value(BAT)」と

呼ぶ。 

 日本では、生物学的モニタリングの評価

のために、それぞれ有機溶剤中毒予防規則、

鉛中毒予防規則の様式である有機溶剤等健

康診断結果報告書、鉛健康診断結果報告書

に分布 1～3 の値が示されており、生物学
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的ばく露指標に相当する値を分布３として

いる。しかし、尿中代謝物は尿の濃縮度合

いの影響を受けるため本来はクレアチニン

補正を行うことが必要であるが、分布は補

正を前提としていないため、注意が必要で

ある。（図１４） 

 
（４）ばく露の推定 

労働安全衛生上のリスクアセスメントで

は、一般にリスクを「ハザードの重大性」

と「事故の発生確率」の積を計算し、各々

の要因を評価してリスクを見積る。化学物

質の健康影響に関するリスクアセスメント

の場合には、「化学物質の有害性の大き

さ」が「ハザードの重大性」に相当し、

GHS では危険有害性区分として SDS 上から

読み取ることができる。一方、事故の発生

確率は、いくつかの方法で推定したばく露

量を、許容濃度等の基準値と比較して評価

する、このうち、許容濃度等の基準値は

SDS に記載されているため、事業場におい

てはばく露の評価を行えば、SDS の情報を

もとに化学物質のリスクアセスメントを行

うことが理論的には可能である。 

ばく露の推定には、定量的方法と定性的

な方法があり、さらに定量的な方法は、前

述した通り、作業環境管理・作業管理・健

康管理の三管理に相当する、作業環境測定、

個人ばく露測定、生物学的モニタリングが

ある。 

 

① 作業環境測定 

作業環境管理の一環として実施される作

業環境測定は労働安全衛生法第二条におい

て、「作業環境の実態を把握するため空気

環境その他の作業環境について行うデザイ

ン、サンプリング及び分析のこと」と定義

されている。作業環境測定は、作業環境の

良否を評価することが目的であるので、ば

く露量の評価を目的としたものではないが、

日本では個人ばく露測定の法令上の義務が

ないため、リスクアセスメントにおけるば

く露量の推定に有効な情報となる。作業環

境測定を法令で規定し、有効に利用するた

めに、測定する場所、測定方法、評価方法、

評価結果に基づく事後措置が定められてい

る。 

まず、測定する場所については、安衛法

第 65 条第１項に基づき、安衛法施行令第

21 条で規定されている。このうち化学物

質について、特定化学物質は第 7 号、鉛は

第 8 号、有機溶剤は第 10 号が該当する。

次に、測定方法については安衛法第 65 条

第 2 項に基づき、作業環境測定基準が定め

られ、評価方法については安衛法第 65 条

の 2 第 2 項に基づき作業環境測定評価基準

が定められている。さらに、特化則、鉛則、

有機則といった特別規則で、測定の章を設

け、測定対象業務、測定頻度、記録項目と

保存期間、測定結果の評価区分、評価結果

の記録の内容と保存期間、測定の結果に基

づく措置が規定されている。また、作業環

境測定の質を担保するために、作業環境測

定法で、作業環境測定士の資格及び作業環

境測定機関等について必要な事項が定めら

れている。 

 

 安衛法第六十五条  事業者は、有害な業

務を行う屋内作業場その他の作業場で、政

令で定めるものについて、厚生労働省令で

定めるところにより、必要な作業環境測定

を行い、及びその結果を記録しておかなけ
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ればならない。 

２  前項の規定による作業環境測定は、厚

生労働大臣の定める作業環境測定基準に従

つて行わなければならない。 

 

作業環境測定の方法は、作業評価基準に

示されている。まずは測定物質、使用場所

や時間、作業者の行動範囲、測定物質の拡

散範囲などを確認し、単位作業場と測定日

時を決定する。作業環境測定の測定点につ

いて、単位作業場所（当該作業場の区域の

うち労働者の作業中の行動範囲、有害物質

の分布等の状況等に基づき定められる作業

環境測定のために必要な区域）の床面上に

6 メートル以下の等間隔で引いた縦の線と

横の線との交点の床上 50 センチメートル

以上 150 センチメートル以下の位置とする

規定と、発散源に近接する場所において作

業が行われる単位作業場所にあっては、当

該作業が行われる時間のうち、空気中の濃

度が最も高くなると思われる時間に、当該

作業が行われる位置において測定を行うこ

ととする規定があり、前者を A 測定、後者

を B測定と呼ぶ。（図１５） 

各測定点の結果に基づく評価は、作業環

境測定評価基準で定められており、最終的

に第一管理区分、第二管理区分、第三管理

区分に分類される。A 測定のみ行った場合、

第一評価値と第二評価値を算出し、管理区

分を決定する。その場合の各管理区分の意

味は、以下のとおりである。 

 

● 第一管理区分：当該単位作業場所の

ほとんど(九五％以上)の場所で気中

有害物質の濃度が管理濃度を超えな

い状態であり、作業環境管理が適切

であると判断される状態 

● 第二管理区分：当該単位作業場所の

気中有害物質の濃度の平均が管理濃

度を超えない状態であるが、第一管

理区分に比べ、作業環境管理になお

改善の余地があると判断される状態 

● 第三管理区分：当該単位作業場所の

気中有害物質の濃度の平均が管理濃

度を超える状態であり、作業環境管

理が適切でないと判断される状態 

 

A 測定に併せて B 測定を行った場合、B

測定の結果と組みあわせて、管理区分を決

定する。（図１６） 

また、作業環境測定基準が改正され、特

定の物質に関して、これまでの A 測定およ

び B 測定に代えて、個人サンプラーを用い

た測定（それぞれ C 測定および D 測定）を

行えることとなった。対象物質としては、

特定化学物質のうち，①管理濃度の値が低

いもの（ベリリウム及びその化合物，イン

ジウム化合物，オルト-フタロジニトリル，

カドミウム及びその化合物，クロム酸及び

その塩，五酸化バナジウム，コバルト及び

その無機化合物，3,3´-ジクロロ-4,4´-

ジアミノジフェニルメタン（MOCA），重ク

ロム酸及びその塩，水銀及びその無機化合

物（硫化水銀を除く），トリレンジイソシ

アネート，砒素及びその化合物（アルシン

及び砒化ガリウムを除く）＝「低管理濃度

特定化学物質」）および②鉛に係る測定，

③有機溶剤等に係る測定のうち，塗装作業

等有機溶剤等の発散源の場所が一定しない

作業が行われる場所で行われる測定が対象

である。  

試料の採取は、単位作業場所において、
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測定対象物質の量がほぼ均一であると見込

まれる作業ごとに、５人を下回らない労働

者に試料採取機器等を装着し、作業に従事

する全時間採取することを原則としている

（C 測定）。また、測定対象物質の発散源

に近接する場所において作業が行われる単

位作業場所にあっては、当該作業が行われ

る時間のうち、空気中の測定対象物質の濃

度が最も高くなると思われる時間に、試料

空気の採取等を行う（D 測定）。分析結果

の評価は、C 測定は A 測定に、D 測定は B

測定に準じて行い、管理区分を決定するこ

とになっている。（図１７） 

 

② 個人ばく露測定 

 個人ばく露測定とは個人のばく露量の推

定を定量的に実施する方法であり、許容濃

度を規制値とする多くの国で、化学物質の

健康リスクアセスメントにおいて基本的な

手段となっている。日本では作業環境測定

による評価が基本となっているため、個人

ばく露測定はほとんど実施されていない。

しかし、作業環境測定では、屋外作業場で

のばく露評価が対象とならないことや、労

働者が作業場を移動する場合には、労働者

の健康リスクが評価できないため、個人ば

く露測定の導入が一部で推奨されている。

日本産業衛生学会産業衛生技術部会は、個

人ばく露測定に関する委員会を設置し、平

成 27 年 1 月に化学物質の個人ばく露測定

ガイドラインを出している。 

個人ばく露測定でも、デザイン、サンプ

リング、分析という 3 つの段階に分けられ

る。分析は技術的な要素が強いため、ここ

ではデザインについて記述する。個人ばく

露測定であっても、必ずしも全労働者のば

く露測定を行うことを前提としていない。

そのため、ほぼ同等のばく露を受ける作業

者群を「同等ばく露グループ」として設置

することが重要となる。当然、測定のサン

プル数の基本は５点以上で、測定時間は１

シフト８時間が原則である。また、STEL

との比較を行う必要がある場合には短時間

の測定も並行する。サンプルは、ばく露の

日間変動や作業者変動（作業者の移動）が

あるため、ランダムに選択する。サンプリ

ングに用いるサンプラーは携帯可能で、労

働者の負担にならないように配慮する必要

がある。化学物質の気中濃度によって、パ

ッシブサンプラーやアクティブサンプラー

（ローボリュームサンプラーとハイボリュ

ームサンプラーがある 2）を選択し、作業

者の呼吸域に近い場所からサンプリングし、

固体捕集法や直接捕集法で捕集して分析に

結び付ける。（2 パッシブサンプラーは、

サンプラーを吊るすなど放置しておく方法

で、アクティブ法は、積極的に空気中の物

質を吸引して吸着させる方法であり、ロー

ボリュームエアサンプラーは、時間をかけ

て一定の空気を採取する測定方式で、中高

濃度用であり、ハイボリュームエアーサン

プラーは、短時間で多くの空気を採取する

ことができる測定装置で、ろ紙が目詰まり

し易いため、低濃度用である。） 

 作業環境の評価や個人ばく露の評価を簡

易的に行うための方法として、簡易測定法

がある。簡易測定法としてもっとも頻繁に

用いられているのはガス検知管だが、測定

機器から数値を直接読み取るリアルタイム

モニタ－と呼ばれるガス検知器も用いられ

ている。 

 令和 3 年 4 月より「溶接ヒューム」およ

－2441－



分担研究報告書（森 晃爾） 

 

び「塩基性酸化マンガン」が特定化学物質

となり、金属アーク溶接等作業を継続して

行う屋内作業場については個人サンプリン

グ法(労働者の身体に装着する試料採取機

器等を用いて行う作業環境測定に係るデザ

インおよびサンプリング)による空気中の

溶接ヒューム濃度を測定することが義務付

けられた。 

 

③ 生物学的モニタリング 

 生物学的モニタリングは大きく分けてば

く露モニタリングと影響モニタリングに分

類されている。ばく露モニタリングは生体

試料中の化学物質、代謝物の定量を行い、

作業環境中に含まれる有害化学物質の作業

者の摂取量、ばく露程度を推定し、個人レ

ベルのリスクを評価することが目的である。

一方で影響モニタリングは、環境中の化学

物質の定量分析によって、有害化学物質の

ヒトに対する初期の影響を推定し、ばく露

の程度、健康の危険度を評価し、健康障害

を予防することが目的となる。この中で、

生物学的モニタリングはばく露モニタリン

グを指すことが多く、特に労働衛生分野で

の利用を前提とした場合、「労働の場にお

いて、有害因子にばく露している労働者の

尿、血液等の生体試料中の当該有害物質濃

度、その有害物質の代謝物濃度、または、

予防すべき影響の発生を予測・警告できる

ような影響の大きさを測定すること」と定

義されている（日本産業衛生学会）。 

生物学的モニタリングで用いられる生体

試料は、尿、血液、呼気、毛髪などがあり、

対象化学物質や目的によって使い分けるこ

とになる。このうち、採取のしやすさや保

存のしやすさから、尿が利用されることが

多く、労働安全衛生法令に基づく生物学的

モニタリングでも、主に尿中代謝物検査が

利用されている。尿中代謝物検査は、当該

の物質が標的臓器中の受容体と結合し、吸

収、分配、代謝、排泄のサイクルが行われ、

排出された物質の濃度を測定する方法であ

る。多くの場合、化学物質の代謝経路は複

数の経路を通ることが多く、どの代謝物を

測定対象とするかは、代謝物の割合、測定

のしやすさ、特異性などを考慮して決定さ

れる。このうち特異性とは、他の化学物質

のばく露や食事等の影響を受けにくいこと

を指す。また、ばく露した物質やその代謝

物は、代謝や排出との関係で、ばく露の一

定期間後に濃度がピークに達して、その後

徐々に減じることになる。この減じるスピ

ードは、物質によって異なり、一般的に半

減期が重要な指標として用いられる。これ

は半減期によってどのタイミングで試料採

取を行うべきか、異なるためである。 

生物学的モニタリングは、あくまでも生

体内に取り込まれた物質量を推定するため

の検査であるため、個人用保護具の着用が

適切であれば、作業環境測定や個人ばく露

測定に比べて低い値を示すことになる。す

なわち保護具を着用していても、一定レベ

ルの値が認められる場合には、保護具の着

用方法に問題があることが考えられる。ま

た、他の測定方法の値が十分に低いにも関

わらず、生物学的モニタリングの値が高い

場合には、他の測定方法が不適切であった

り、作業以外でのばく露が存在したりする

などの問題の存在を疑う必要がある。また、

物質によっては、前述のように食事との影

響を疑う必要がある。生物学的モニタリン

グの精度管理に当たっては、測定以外に、
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環境中の物質の混入防止、採取のタイミン

グ、試料の保管などへの十分な注意が必要

である。 

日本では、生物学的モニタリングが、平

成元年の有機溶剤中毒予防規則および鉛中

毒予防規則の改正から法に基づき実施され

るようになった。現在では、特定化学物質

障害予防規則でも対象にもなっている。 

有機溶剤中毒予防規則 

・トルエン 尿中馬尿酸 

・キシレン 尿中メチル馬尿酸 

・N,N-ｼﾞﾒﾁﾙﾎﾙﾑｱﾐﾄﾞ 尿中 N-メチルホル

ムアミド 

・n-ヘキサン 尿中 2.5-ヘキサンジオン 

・1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾙｴﾀﾝ 尿中トリクロル酢酸・

総三塩化物 

鉛障害予防規則 

・鉛 尿中デルタアミノレブリン酸・赤血

球プロトポルフィリン 

・四アルキル鉛 尿中デルタアミノレブリ

ン酸・赤血球プロトポルフィリン 

特定化学物質関係 

・スチレン 尿中マンデル酸・フェニルグ

リオキシル酸 

・エチルベンゼン 尿中マンデル酸 

・メチルイソブチルケトン 尿中メチルイ

ソブチルケトン 

・テトラクロルエチレン 尿中トリクロル

酢酸・総三塩化物 

・トリクロルエチレン 尿中トリクロル酢

酸・総三塩化物 

・カドミウム 血中カドミウム・尿中カド

ミウム・尿中 α1-ミクログロブリン・N-

アセチルグルコサミニターゼ 

・三・三-ジクロロ-四・四-ジアミノジフ

エニルメタン 尿中三・三-ジクロロ-四・

四-ジアミノジフエニルメタン 

・インジウム 血中インジウム 

・三酸化二アンチモン 尿中アンチモン 

行政指導に基づく健康診断 

・クロルナフタリン 

・有機リン 

労働省の労働衛生試験研究により試薬とし

て公表された特殊健康診断 

・フェノール 

 

（５）リスクの見積もり  
 労働安全衛生上のリスクは、労働者に傷

害や健康影響を生ずるおそれの程度(発生

可能性)と危険又は健康障害の程度(重篤

度)の掛け算で算出されるものである。化

学物質による慢性ばく露による健康影響に

ついて、発生可能性はそれぞれの物質への

労働者のばく露推定値と物質の許容濃度と

比較して評価できる。また、健康障害の重

篤度は、それぞれの物質の有害性が相当す

る。このうち、物質の許容濃度や有害性に

ついては、SDS に含まれる情報である。一

方、ばく露推定値は、前述のように作業環

境測定や個人ばく露測定といった測定値が

必要になる。しかし、事業場で用いるすべ

ての化学物質について、測定値を得ること

が難しいことから、コントロール・バンデ

ィング法等の簡易的な評価法が開発されて

いる。 

 この点に関して、「化学物質等による危

険性又は有害性等の調査等に関する指針」

では、リスクの見積もりの項目を挙げて、

選択肢を示している。 

 

化学物質等による危険性又は有害性等の調

査等に関する指針 
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９．リスクの見積もり 

 (1) 事業者は、リスク低減措置の内容を

検討するため、安衛則第 34 条の 2 の 7 第

2 項に基づき、次に掲げるいずれかの方法

(危険性に係るものにあっては、ア又はウ

に掲げる方法に限る。)により、又はこれ

らの方法の併用により化学物質等によるリ

スクを見積もるものとする。 

  ア 化学物質等が当該業務に従事する

労働者に危険を及ぼし、又は化学物質等に

より当該労働者の健康障害を生ずるおそれ

の程度(発生可能性)及び当該危険又は健康

障害の程度(重篤度)を考慮する方法。具体

的には、次に掲げる方法があること。 

   (ア) 発生可能性及び重篤度を相対

的に尺度化し、それらを縦軸と横軸とし、

あらかじめ発生可能性及び重篤度に応じて

リスクが割り付けられた表を使用してリス

クを見積もる方法 

   (イ) 発生可能性及び重篤度を一定

の尺度によりそれぞれ数値化し、それらを

加算又は乗算等してリスクを見積もる方法 

   (ウ) 発生可能性及び重篤度を段階

的に分岐していくことによりリスクを見積

もる方法 

   (エ) ILO の化学物質リスク簡易評

価法(コントロール・バンディング)等を用

いてリスクを見積もる方法 

   (オ) 化学プラント等の化学反応の

プロセス等による災害のシナリオを仮定し

て、その事象の発生可能性と重篤度を考慮

する方法 

  イ 当該業務に従事する労働者が化学

物質等にさらされる程度(曝露の程度)及び

当該化学物質等の有害性の程度を考慮する

方法。具体的には、次に掲げる方法がある

が、このうち、(ア)の方法を採ることが望

ましいこと。 

   (ア) 対象の業務について作業環境

測定等により測定した作業場所における化

学物質等の気中濃度等を、当該化学物質等

の曝露限界と比較する方法 

   (イ) 数理モデル 3 を用いて対象の

業務に係る作業を行う労働者の周辺の化学

物質等の気中濃度を推定し、当該化学物質

の曝露限界と比較する方法 

   (ウ) 対象の化学物質等への労働者

の曝露の程度及び当該化学物質等による有

害性を相対的に尺度化し、それらを縦軸と

横軸とし、あらかじめ曝露の程度及び有害

性の程度に応じてリスクが割り付けられた

表を使用してリスクを見積もる方法 

  ウ ア又はイに掲げる方法に準ずる方

法。具体的には、次に掲げる方法があるこ

と。 

   (ア) リスクアセスメントの対象の

化学物質等に係る危険又は健康障害を防止

するための具体的な措置が労働安全衛生法

関係法令(主に健康障害の防止を目的とし

た有機溶剤中毒予防規則(昭和 47 年労働省

令第 36 号)、鉛中毒予防規則(昭和 47 年労

働省令第 37 号)、四アルキル鉛中毒予防規

則(昭和 47 年労働省令第 38 号)及び特定化

学物質障害予防規則(昭和 47 年労働省令第

三十九号)の規定並びに主に危険の防止を

目的とした労働安全衛生法施行令(昭和 47

年政令第 318 号)別表第 1 に掲げる危険物

に係る安衛則の規定)の各条項に規定され

ている場合に、当該規定を確認する方法。 

   (イ) リスクアセスメントの対象の

化学物質等に係る危険を防止するための具

体的な規定が労働安全衛生法関係法令に規

－2444－



分担研究報告書（森 晃爾） 

 

定されていない場合において、当該化学物

質等の SDS に記載されている危険性の種類

(例えば「爆発物」など)を確認し、当該危

険性と同種の危険性を有し、かつ、具体的

措置が規定されている物に係る当該規定を

確認する方法 

 (2) 事業者は、(1)のア又はイの方法に

より見積りを行うに際しては、用いるリス

クの見積り方法に応じて、7 で入手した情

報等から次に掲げる事項等必要な情報を使

用すること。 

  ア 当該化学物質等の性状 

  イ 当該化学物質等の製造量又は取扱

量 

  ウ 当該化学物質等の製造又は取扱い

(以下「製造等」という。)に係る作業の内

容 

  エ 当該化学物質等の製造等に係る作

業の条件及び関連設備の状況 

  オ 当該化学物質等の製造等に係る作

業への人員配置の状況 

  カ 作業時間及び作業の頻度 

  キ 換気設備の設置状況 

  ク 保護具の使用状況 

  ケ 当該化学物質等に係る既存の作業

環境中の濃度若しくは曝露濃度の測定結果

又は生物学的モニタリング結果 

 (3) 事業者は、(1)のアの方法によるリ

スクの見積りに当たり、次に掲げる事項等

に留意するものとする。 

  ア 過去に実際に発生した負傷又は疾

病の重篤度ではなく、最悪の状況を想定し

た最も重篤な負傷又は疾病の重篤度を見積

もること。 

  イ 負傷又は疾病の重篤度は、傷害や

疾病等の種類にかかわらず、共通の尺度を

使うことが望ましいことから、基本的に、

負傷又は疾病による休業日数等を尺度とし

て使用すること。 

  ウ リスクアセスメントの対象の業務

に従事する労働者の疲労等の危険性又は有

害性への付加的影響を考慮することが望ま

しいこと。 

 (4) 事業者は、一定の安全衛生対策が講

じられた状態でリスクを見積もる場合に

は、用いるリスクの見積り方法における必

要性に応じて、次に掲げる事項等を考慮す

ること。 

  ア 安全装置の設置、立入禁止措置、

排気・換気装置の設置その他の労働災害防

止のための機能又は方策(以下「安全衛生

機能等」という。)の信頼性及び維持能力 

  イ 安全衛生機能等を無効化する又は

無視する可能性 

  ウ 作業手順の逸脱、操作ミスその他

の予見可能な意図的・非意図的な誤使用又

は危険行動の可能性 

  エ 有害性が立証されていないが、一

定の根拠がある場合における当該根拠に基

づく有害性 

3 化学物質を実測せず、その排出量等から

環境中濃度を推定するための方程式等に基

づいて算出するモデル。環境媒体（環境を

構成する大気，水，土壌，底質，生物等）

間の分配や媒体中の物質の移動、拡散、分

解等を考慮して濃度を推定する（経済産業

省「化学物質のリスク評価のためのガイド

ブック」（2007 年）

https://www.meti.go.jp/policy/chemical

_management/law/prtr/pdf/guidebook_jis

sen.pdf 2021年 8月 22" 

hhttttppss::////wwwwww..mmeettii..ggoo..jjpp//ppoolliiccyy//cchheemmiiccaall
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__mmaannaaggeemmeenntt//llaaww//pprrttrr//ppddff//gguuiiddeebbooookk__jjiiss

sseenn..ppddff  22002211年年 88 月月 2222日現在）。 

この中で、慢性ばく露による健康障害の

リスクの見積もりは、イの（ア）および

（イ）が主なものであり、ばく露の程度の

評価を前提としているため、アの（エ）の

簡易的な方法が実際には取られることが多

い。このうち、イの（イ）およびアの

（エ）の方法は、有害性の程度を規定する

必要がある。この点に関して、「化学物質

等による危険性又は有害性等の調査等に関

する指針について」 （基発 0918 第 3 号

平成 27 年 9 月 18 日）で、別紙 3 として

ILO が公表した有害性のレベル分けを例示

している。この表を用いて、それぞれの化

学物質の健康有害性の区分から有害性レベ

ルを評価する。当然、一つの化学物質の複

数の有害性表示があることが一般的である。

その際には、より高い有害性レベルを採用

する（A より E が高い）、という方法であ

る。 

 

有害性のレ

ベル 

(HL :Hazard 

Level) 

GHS 分類における健康有

害性クラス及び区分 

A ・皮膚刺激性 区分２ 

・眼刺激性 区分２ 

・吸引性呼吸器有害性 区

分１  

・他のグループに割り当

てられない粉体、蒸気 

B ・急性毒性 区分４  

・特定標的臓器毒性（単

回曝露） 区分２ 

C ・急性毒性 区分３  

・皮膚腐食性 区分１（細

区分１Ａ、１Ｂ、１Ｃ）  

・眼刺激性 区分１  

・皮膚感作性 区分１  

・特定標的臓器毒性（単

回曝露） 区分１  

・特定標的臓器毒性（反

復曝露） 区分２ 

D ・急性毒性 区分１、２  

・発がん性 区分２  

・特定標的臓器毒性（反

復曝露） 区分１  

・生殖毒性 区分１、２ 

E ・生殖細胞変異原性 区分

１、２  

・発がん性 区分１  

・呼吸器感作性 区分１ 

S 

(皮膚又は眼

への接触） 

・急性毒性（経皮）区分

１、２、３、４  

・皮膚腐食性 区分１（細

区分１Ａ、１Ｂ、１Ｃ）  

・皮膚刺激性 区分２  

・眼刺激性 区分１、２  

・皮膚感作性 区分１  

・特定標的臓器毒性（単

回曝露）（経皮）区分

１、２  

・特定標的臓器毒性（反

復曝露）（経皮）区分

１、２ 

 

 一方、ばく露の程度であるが、仮に個人

ばく露測定が行われていれば、許容濃度と

比較して、ばく露レベルを評価することが

できる。 

Ⅰ：許容濃度ｘ1/100≧測定値 

Ⅱ：許容濃度ｘ1/10≧測定値＞許容濃度

ｘ1/100 

Ⅲ：許容濃度ｘ1/2≧測定値＞許容濃度

ｘ1/10 

Ⅳ：許容濃度≧測定値＞許容濃度ｘ1/2 

Ⅴ：測定値＞許容濃度 

ただ、個人ばく露測定で説明したとおり、

測定は「同等ばく露グループ」を設定して、

ランダムに５点以上の測定を行うことにな

る。そのため、評価のための複数の値を設

定する必要がある。日本産業衛生学会の
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「化学物質の個人ばく露測定のガイドライ

ン」では、算術平均値（AM）と、対数正規

分布の上限 95％値（X95）を算出して、そ

の値とばく露限界値（OEL）との関係から

評価を行うことを提唱している。（図１

８） 

 

いずれにしても、有害性レベルを縦軸に

ばく露レベルを横軸に取れば、リスクレベ

ルが評価できるという方法である。（図１

９） 

前述のように、この方法は、実際の測定

が必要となるため、定性的な推定が試みら

れている。まず、その選択肢は、アの(エ)

の「ILO の化学物質リスク簡易評価法(コ

ントロール・バンディング)等を用いてリ

スクを見積もる方法」であり、ばく露の程

度を使用量と沸点から推定される揮発性

（粉体については性状から飛散性を評価）

だけで評価する方法である。この方法では、

局所排気装置などの換気装置の性能や作業

時間の要素が含まれないため、かなり安全

サイドによって結果が出ることが分かって

いる。そこで、この欠点を補うために、い

くつかの方法が検討されている。一つは、

同通達で示された方法であり、（Ａ(取扱

量ポイント)＋Ｂ(揮発性・飛散性ポイン

ト)－Ｃ(換気ポイント)＋Ｄ(修正ポイン

ト)）で評価された作業環境レベルと作業

時間・作業頻度のレベルを組み合わせて評

価する方法である。 

さらに、少量を取扱うようなサービス産

業でも使用でき、ばく露限界値のない物質

でも対応できるようなより精度を上げた簡

易 法 と し て 、 Chemical Risk Easy 

Assessment Tool Edited for Service 

Industry and MultiPLE workplaces 

(CREATE-SIMPLE)が日本で開発されている。

この方法は、ばく露限界値または GHS 区分

情報から有害性の程度を判定し、取扱量、

揮発性・発散性、含有率、換気情報、作業

方法、呼吸用保護具、作業時間・頻度から

ばく露の程度を判定し、その結果をもとに

リスクの見積もりを図る方法である。 

このような簡易法が日本で発達する背景

として、前述のように日本にはインダスト

リアルハイジニストやオキュペーショナル

ハイジニストと呼ばれる労働衛生工学専門

家がほとんど存在していないことが挙げら

れる。コントロール・バンディングでは、

安全サイドに立った評価がされることを前

述したが、その中には一定のリスク以上の

場合（例えば、有害性レベル E の場合には

すべて）専門家に相談することを求めて対

応策を検討することを指示する結果となる。

しかし、そのような専門家が実務ベースで

配置できていない我が国においては、この

ような簡易式の方法の開発が不可欠であっ

たと考えられる。（図２０） 

 以上のような化学物質のリスクアセスメ

ントは、主に経気道によるばく露を想定し

ている。しかし、化学物質については皮膚

からのばく露が無視できないものが存在す

る。そのような物質は、許容濃度の勧告で

も示されており（日本産業衛生学会の許容

濃度では“皮”マーク、ACGIH の TLV では

“Skin”マーク）、十分に注意すべきであ

る。 

また、ばく露の推定は、「同等ばく露グ

ループ」を想定して行われているが、それ

を逸脱した個人のばく露がありうる。その

点、特殊健康診断において、十分な問診に

－2447－



分担研究報告書（森 晃爾） 

 

よる作業条件の調査や生物学的モニタリン

グの結果を得ることによって、労働者ごと

のリスク評価を行うことが可能となる。後

述のように、それまで特定の物質（平成

20 年度以降に新たに特殊健診の対象とな

った物質または、健診項目が変更になった

物質）に限定されていた作業条件の簡易な

調査が、令和 2 年 7 月より、他の化学物質

を対象とした特殊健康診断においても適用

になった（労働安全衛生規則等の一部を改

正する省令の施行について：基発 0304 第

3 号ア（ア））。厚生労働省から、以下の

ような項目の問診票例が示されている。作

業環境測定の結果に加えて、これらの情報

を用いて、労働者ごとに評価を行う必要が

ある。特殊健診による化学物質ばく露の測

定のカバーが、若干充実化されたというこ

とである。 

 

1) 該当する化学物質について、通常

の作業での平均的な使用頻度をお

答えください。 

2) 作業工程や取扱量に変化がありま

したか？ 

3) 局所排気装置を作業時に使用して

いますか？ 

4) 保護具を使用していますか？ 

5) 事故や修理等で、当該化学物質に

大量にばく露したことがありまし

たか？ 

 

３．化学物質のリスクコントロール 

【概要と趣旨】 

 化学物質による健康障害を防止するため

には、労働者へのばく露を防ぐことが重要

であり、そのためには「化学物質の発散を

抑制すること」、「発散した化学物質を体

内に取り込むことを防ぐこと」が重要であ

る。前者は作業環境管理、後者は作業管理

に属する。これらの管理には、発散源に近

いところから優先的に対応すべしとする階

層が存在する。このことは、労働安全衛生

マネジメントシステム ISO45001 でも、以

下の順番で対応すべき原則が述べられてい

る。 

1) 除去すること 

2) 置き替えること 

3) 工学的対策及び作業構成の見直し 

4) 管理的対策 

5) 個人用保護具 

ここでは、工学的対策に相当する発散の

抑制および個人用保護具について検討する。

また、工学的対策や個人用保護具が適切で

あっても、作業方法によっては有効に機能

しないこともあるため、作業構成の見直し

や管理的な対策に相当する作業方法や作業

位置、作業時間の見直しを行うことが重要

である。 

 

（1） 発散の抑制 
化学物質による健康障害を防止するうえ

で、労働者への化学物質のばく露を防止す

ることが最も重要かつ基本的な対策である。

有害化学物質の発散抑制の方法には「生産

工程・作業方法の改善」、「設備の密閉・

隔離・自動化・遠隔化」、「局所排気装置

や全体換気装置による換気」、「その他の

方法」に分けられる。これらの方法は組み

合わせて実施することで効率的に化学物質

の発散を防ぎ、健康被害を防止することが

できる。 
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1 換気による発散抑制 
作業者への呼吸域(呼吸する空間)へ発散

する有害物質の空気中濃度を低減する手段

として、局所排気装置、全体換気装置に加

え、局所排気装置の一つの形態であるプッ

シュプル型換気装置を設けることが挙げら

れる。これらは対象となる化学物質のリス

クと費用対効果のバランスを考えて決定す

る必要がある。局所排気装置や全体換気装

置による発散抑制については有機溶剤中毒

予防規則第 14 条、特定化学物質障害予防

規則第 3 条～第 4 条、第７条～第８条、鉛

中毒予防規則第 24 条～第 32 条に規定され

ている。 

 

有機溶剤中毒予防規則  

第十四条  事業者は、局所排気装置（第二

章の規定により設ける局所排気装置をい

う。以下この章及び第十九条の二第二号に

おいて同じ。）のフードについては、次に

定めるところに適合するものとしなければ

ならない。 

 一  有機溶剤の蒸気の発散源ごとに設け

られていること。 

  二  外付け式のフードは、有機溶剤の蒸

気の発散源にできるだけ近い位置に設けら

れていること。 

  三  作業方法、有機溶剤の蒸気の発散状

況及び有機溶剤の蒸気の比重等からみて、

当該有機溶剤の蒸気を吸引するのに適した

型式及び大きさのものであること。 

２  事業者は、局所排気装置のダクトにつ

いては、長さができるだけ短く、ベンドの

数ができるだけ少ないものとしなければな

らない。 

第十五条  事業者は、局所排気装置の排風

機については、当該局所排気装置に空気清

浄装置が設けられているときは、清浄後の

空気が通る位置に設けなければならない。

ただし、吸引された有機溶剤の蒸気等によ

る爆発のおそれがなく、かつ、フアンの腐

食のおそれがないときは、この限りでな

い。 

２  事業者は、全体換気装置（第二章の規

定により設ける全体換気装置をいう。以下

この章及び第十九条の二第二号において同

じ。）の送風機又は排風機（ダクトを使用

する全体換気装置については、当該ダクト

の開口部）については、できるだけ有機溶

剤の蒸気の発散源に近い位置に設けなけれ

ばならない。 

第十五条の二  事業者は、局所排気装置、

プッシュプル型換気装置（第二章の規定に

より設けるプッシュプル型換気装置をい

う。以下この章、第十九条の二及び第三十

三条第一項第六号において同じ。）、全体

換気装置又は第十二条第一号の排気管等の

排気口を直接外気に向かつて開放しなけれ

ばならない。 

２  事業者は、空気清浄装置を設けていな

い局所排気装置若しくはプッシュプル型換

気装置（屋内作業場に設けるものに限

る。）又は第十二条第一号の排気管等の排

気口の高さを屋根から一・五メートル以上

としなければならない。ただし、当該排気

口から排出される有機溶剤の濃度が厚生労

働大臣が定める濃度に満たない場合は、こ

の限りでない。 

第十六条  局所排気装置は、次の表の上欄

に掲げる型式に応じて、それぞれ同表の下

欄に掲げる制御風速を出し得る能力を有す

るものでなければならない。(表) 
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２  前項の規定にかかわらず、次の各号の

いずれかに該当する場合においては、当該

局所排気装置は、その換気量を、発散する

有機溶剤等の区分に応じて、それぞれ第十

七条に規定する全体換気装置の換気量に等

しくなるまで下げた場合の制御風速を出し

得る能力を有すれば足りる。 

  一  第六条第一項の規定により局所排気

装置を設けた場合 

  二  第九条第一項又は第十一条の規定に

該当し、全体換気装置を設けることにより

有機 

    溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備及

び局所排気装置を設けることを要しないと

される場合で、局所排気装置を設けたと

き。 

第十六条の二  プッシュプル型換気装置

は、厚生労働大臣が定める構造及び性能を

有するものでなければならない。 

第十七条  全体換気装置は、次の表の上欄

に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下

欄に掲げる式により計算した一分間当りの

換気量（区分の異なる有機溶剤等を同時に

消費するときは、それぞれの区分ごとに計

算した一分間当りの換気量を合算した量）

を出し得る能力を有するものでなければな

らない。 

２  前項の作業時間一時間に消費する有機

溶剤等の量は、次の各号に掲げる業務に応

じて、それぞれ当該各号に掲げるものとす

る。 

  一  第一条第一項第六号イ又はロに掲げ

る業務  作業時間一時間に蒸発する有機溶

剤の量 

  二  第一条第一項第六号ハからヘまで、

チ、リ又はルのいずれかに掲げる業務  作

業時間一時間に消費する有機溶剤等の量に

厚生労働大臣が別に定める数値を乗じて得

た量 

  三  第一条第一項第六号ト又はヌのいず

れかに掲げる業務  作業時間一時間に接着

し、又は乾燥する物に、それぞれ塗布さ

れ、又は付着している有機溶剤等の量に厚

生労働大臣が別に定める数値を乗じて得た

量 

３  第二条第二項本文後段の規定は、前項

に規定する作業時間一時間に消費する有機

溶剤等の量について準用する。 

第十八条  事業者は、局所排気装置を設け

たときは、労働者が有機溶剤業務に従事す

る間、当該局所排気装置を第十六条第一項

の表の上欄に掲げる型式に応じて、それぞ

れ同表の下欄に掲げる制御風速以上の制御

風速で稼働させなければならない。 

２  前項の規定にかかわらず、第十六条第

二項各号のいずれかに該当する場合におい

ては、当該局所排気装置は、同項に規定す

る制御風速以上の制御風速で稼働させれば

足りる。 

３  事業者は、プッシュプル型換気装置を

設けたときは、労働者が有機溶剤業務に従

事する間、当該プッシュプル型換気装置を

厚生労働大臣が定める要件を満たすように

稼働させなければならない。 

４  事業者は、全体換気装置を設けたとき

は、労働者が有機溶剤業務に従事する間、

当該全体換気装置を前条第一項の表の上欄

に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下

欄に掲げる一分間当たりの換気量以上の換

気量で稼働させなければならない。 

５  事業者は、局所排気装置、プッシュプ

ル型換気装置又は全体換気装置を設けたと
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きは、バッフルを設けて換気を妨害する気

流を排除する等当該装置を有効に稼働させ

るために必要な措置を講じなければならな

い。 

 

有機溶剤中毒予防規則第十五条の二第二項

ただし書きの厚生労働大臣が定める濃度は

次のとおりとする。 

１  排気口から排出される有機溶剤（有機

溶剤中毒予防規則第一条第一号に規定する

有機溶剤をいう。以下同じ。）の種類が一

種類である場合は、当該有機溶剤の種類に

応じ、作業環境評価基準（昭和六十三年労

働省告示第七十九号）別表の下欄に掲げる

管理濃度（以下「管理濃度」という。）の

二分の一の濃度 

２  排気口から排出される有機溶剤の種類

が二種類以上ある場合は、次の式により計

算して得た換算値が二分の一となる濃度 

        ｎ 

C ＝ Σ C1/E1 

    I＝1 

      この式において、Ｃ、Ｃ1、Ｅ1 及び

nは、それぞれ次の値を表すものとする。 

    Ｃ   換算値 

    Ｃ1  有機溶剤の種類ごとの濃度 

    Ｅ1  有機溶剤の種類ごとの管理濃度 

    n    有機溶剤の種類の数 

 

特定化学物質障害予防規則  

第三条  事業者は、第一類物質を容器に入

れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投

入する作業（第一類物質を製造する事業場

において当該第一類物質を容器に入れ、容

器から取り出し、又は反応槽等へ投入する

作業を除く。）を行うときは、当該作業場

所に、第一類物質のガス、蒸気若しくは粉

じんの発散源を密閉する設備、囲い式フー

ドの局所排気装置又はプッシュプル型換気

装置を設けなければならない。ただし、令

別表第三第一号３に掲げる物又は同号８に

掲げる物で同号３に係るもの（以下「塩素

化ビフエニル等」という。）を容器に入

れ、又は容器から取り出す作業を行う場合

で、当該作業場所に局所排気装置を設けた

ときは、この限りでない。 

２  事業者は、令別表第三第一号６に掲げ

る物又は同号８に掲げる物で同号６に係る

もの（以下「ベリリウム等」という。）を

加工する作業（ベリリウム等を容器に入

れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投

入する作業を除く。）を行うときは、当該

作業場所に、ベリリウム等の粉じんの発散

源を密閉する設備、局所排気装置又はプッ

シュプル型換気装置を設けなければならな

い。 

第四条  事業者は、特定第二類物質又はオ

ーラミン等（以下「特定第二類物質等」と

いう。）を製造する設備については、密閉

式の構造のものとしなければならない。 

２  事業者は、その製造する特定第二類物

質等を労働者に取り扱わせるときは、隔離

室での遠隔操作によらなければならない。

ただし、粉状の特定第二類物質等を湿潤な

状態にして取り扱わせるときは、この限り

でない。 

３  事業者は、その製造する特定第二類物

質等を計量し、容器に入れ、又は袋詰めす

る作業を行う場合において、前二項の規定

によることが著しく困難であるときは、当

該作業を当該特定第二類物質等が作業中の

労働者の身体に直接接触しない方法により
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行い、かつ、当該作業を行う場所に囲い式

フードの局所排気装置又はプッシュプル型

換気装置を設けなければならない。 

（局所排気装置等の要件） 

第七条  事業者は、第三条、第四条第三項

又は第五条第一項の規定により設ける局所

排気装置（第三条第一項ただし書の局所排

気装置を含む。次条第一項において同

じ。）については、次に定めるところに適

合するものとしなければならない。 

  一  フードは、第一類物質又は第二類物

質のガス、蒸気又は粉じんの発散源ごとに

設けられ、かつ、外付け式又はレシーバ式

のフードにあつては、当該発散源にできる

だけ近い位置に設けられていること。 

  二  ダクトは、長さができるだけ短く、

ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適

当な箇所に掃除口が設けられている等掃除

しやすい構造のものであること。 

  三  除じん装置又は排ガス処理装置を付

設する局所排気装置のフアンは、除じん又

は排ガス処理をした後の空気が通る位置に

設けられていること。ただし、吸引された

ガス、蒸気又は粉じんによる爆発のおそれ

がなく、かつ、フアンの腐食のおそれがな

いときは、この限りでない。 

  四  排気口は、屋外に設けられているこ

と。 

  五  厚生労働大臣が定める性能を有する

ものであること。 

２ 事業者は、第三条、第四条第三項又は

第五条第一項の規定により設けるプッシュ

プル型換気装置については、次に定めると

ころに適合するものとしなければならな

い。 

 一 ダクトは、長さができるだけ短く、

ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適

当な箇所に掃除口が設けられている等掃除

しやすい構造のものであること。 

 二 除じん装置又は排ガス処理装置を付

設するプッシュプル型換気装置のファン

は、除じん又は排ガス処理をした後の空気

が通る位置に設けられていること。ただ

し、吸引されたガス、蒸気又は粉じんによ

る爆発のおそれがなく、かつ、ファンの腐

食のおそれがないときは、この限りでな

い。 

 三 排気口は、屋外に設けられているこ

と。 

 四 厚生労働大臣が定める要件を具備す

るものであること。 

第八条  事業者は、第三条、第四条第三項

又は第五条第一項の規定により設ける局所

排気装置又はプッシュプル型換気装置につ

いては、第一類物質又は第二類物質に係る

作業が行われている間、厚生労働大臣が定

める要件を満たすように稼働させなければ

ならない。 

２  事業者は、前項の局所排気装置又はプ

ッシュプル型換気装置を稼働させるとき

は、バツフルを設け換気を妨害する気流を

排除する等当該装置を有効に稼働させるた

め必要な措置を講じなければならない。 

 

鉛中毒予防規則 

第二十四条  事業者は、局所排気装置又は

排気筒（前章の規定により設ける局所排気

装置又は排気筒をいう。以下この章（第三

十二条を除く。）及び第三十四条において

同じ。）のフードについては、次に定める

ところに適合するものとしなければならな

い。 
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  一  鉛等又は焼結鉱等の蒸気又は粉じん

の発散源ごとに設けられていること。 

  二  作業方法及び鉛等又は焼結鉱等の蒸

気又は粉じんの発散の状況に応じ、当該蒸

気又は粉じんを吸引するのに適した型式及

び大きさのものであること。 

  三  外付け式又はレシーバー式のフード

は、鉛等又は焼結鉱等の蒸気又は粉じんの

発散源にできるだけ近い位置に設けられて

いること。 

  四  第五条第二号及び第三号、第六条第

二号及び第三号、第七条第二号及び第三

号、第十条第二号及び第三号並びに第十五

条第三号の規定により設ける局所排気装置

のフードは、囲い式のものであること。 

    ただし、作業方法上、これらの型式の

ものとすることが著しく困難であるとき

は、この限りでない。 

第二十五条  事業者は、局所排気装置（移

動式のものを除く。）のダクトについて

は、次に定めるところに適合するものとし

なければならない。 

  一  長さができるだけ短く、ベンドの数

ができるだけ少ないものであること。 

  二  接続部の内面に、突起物がないこ

と。 

  三  適当な箇所にそうじ口が設けられて

いる等そうじしやすい構造のものであるこ

と。 

第二十六条  事業者は、次の表の上欄に掲

げる鉛業務について設ける同表の下欄に掲

げる設備には、ろ過除じん方式の除じん装

置又はこれと同等以上の性能を有する除じ

ん装置を設けなければならない。(表) 

２  前項の除じん装置は、必要に応じて、

粒径の大きい粉じんを除去するための前置

き除じん装置を設けなければならない。 

３  事業者は、前二項の除じん装置を有効

に稼(か)働させなければならない。 

（除じん装置等の特例） 

第二十七条  事業者は、前条の規定にかか

わらず、次の各号のいずれかに該当すると

きは、同条の除じん装置を設けないことが

できる。 

  一  鉛又は鉛合金を溶融するかま、るつ

ぼ等の容量の合計が、五十リツトルをこえ

ない作業場において鉛又は鉛合金の溶融又

は鋳造の業務に労働者を従事させるとき。 

  二  前条第一項の表下欄に掲げる設備の

内部において排気される鉛の濃度が、一立

方メートルあたり〇・一五ミリグラムをこ

えないとき。 

第二十八条  事業者は、除じん装置が設け

られている局所排気装置のフアンについて

は、除じんした後の空気が通る位置に設け

なければならない。 

２  事業者は、全体換気装置（第十六条の

規定により設けるものをいう。以下この章

及び次章において同じ。）のフアン（ダク

トを使用する全体換気装置にあつては、当

該ダクトの開口部）については、鉛等の蒸

気又は粉じんの発散源にできるだけ近い位

置に設けなければならない。 

第二十九条  事業者は、局所排気装置、プ

ッシュプル型換気装置(前章の規定により

設けるプッシュプル型換気装置をいう。以

下この章及び第三十四条において同

じ。)、全体換気装置又は排気筒の排気口

については、屋外に設けなければならな

い。 

第三十条  事業者は、局所排気装置又は排

気筒については、そのフードの外側におけ
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る鉛の濃度を、空気一立方メートル当たり

〇・〇五ミリグラムを超えないものとする

能力を有するものを使用しなければならな

い。 

第三十条の二 プッシュプル型換気装置

は、厚生労働大臣が定める構造及び性能を

有するものでなければならない。 

第三十一条  事業者は、全体換気装置につ

いては、当該全体 

換気装置が設けられている屋内作業場にお

いて第一条第五号リに掲げる鉛業務に従事

する労働者一人について百立方メートル毎

時以上の換気能力を有するものを使用しな

ければならない。 

（換気装置の稼動） 

第三十二条  事業者は、局所排気装置（第

二条に規定する局所排気装置及び前章の規

定により設ける局所排気装置をいう。次項

において同じ。）、プッシュプル型換気装

置、全体換気装置又は排気筒（第二条に規

定する排気筒及び前章の規定により設ける

排気筒をいう。次項において同じ。）を設

けたときは、労働者が鉛業務に従事する

間、当該装置を厚生労働大臣が定める要件

を満たすように稼動させなければならな

い。 

２  事業者は、局所排気装置、プッシュプ

ル型換気装置、全体換気装置又は排気筒を

稼動させるときは、バッフルを設けて換気

を妨害する気流を排除する等当該装置を有

効に稼動させるために必要な措置を講じな

ければならない。 

  

１１））局局所所排排気気装装置置  

局所排気装置とは、有害物質の発散源に

吸込口(フード)を設けてファンで局部的な

吸い込み気流を作ることで発生した有害物

質を吸い込み、空気清浄機で有害物質を除

去し排気ダクトから大気に放出する装置で

ある。(図２１) 

局所排気装置は、囲い式フード(ブース

型)と外付け式フードの 2 つに分類される。

局所排気を効率的に行うには発散源の形・

大きさ・作業の状況に適合したフードを選

定する必要がある。フードは発生源を囲む

囲い式フードの方が効果的だが、作業性の

状況などから囲い式が採用できない場合は

できるだけ発散源の近くにフードを設置す

る外付け式を採用する。 

囲い式フードは、発散源をフードで包囲

し開口面(壁のない面)に吸い込み気流を与

えることによって、有害物質がフード外へ

流出することを防ぐことができ、化学物質

へのばく露を減少させることができる。囲

い式フードは、外付け式フードと比較して、

外乱気流(フード外の気流)による影響を受

けにくく、小さい排風量で効果が得られる

最も効果的なフードである。 開口面の小

さなものを「カバー型」、大きなものを

「ブース型」、手を入れる孔が吸引口とな

っているものを「グローブボックス型」、

作業面を除き周りが覆われているのものを

「ドラフトチェンバー型」、「建築ブース

型」と呼称する。開口面の小さなものほど

優れた効果が得られるため優先順位として

はカバー型＞グローブボックス型＞ドラフ

トチェンバー型＞建築ブース型の順となる。 

外付け式フードは、発散源を包囲できな

い場合に開口面の外にある発散源の周囲に

吸込み気流をつくって周囲の空気と一緒に

有害物質を吸引するものであるため、余分

な空気を一緒に吸引するために排風量を大
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きくしなければ十分な能力が得られず、周

囲の乱気流の影響を受けやすいため、囲い

式フードと比較すると効率はよくない。必

要排風量は発生源とフードまでの距離の 2

乗に比例するので発散源にできるだけ近づ

けて設置することが必要である。外付け式

フードは吸込み気流の向きによって「下方

吸引型」、「側方吸引型」、「上方吸引

型」に分類される。また、発散源に一定方

向の気流(飛散や熱気流)がある場合に、こ

れを利用して捕捉する「レシーバー式フー

ド」があり、焼き入れ・鍛造など熱による

上昇気流を利用して捕捉する上方吸引型フ

ードを「キャノピー型」、グラインダーの

回転方向に飛散する粉じんを捕捉するフー

ドを「カバー型」等と呼ぶ。キャノピー型

は、側面が空いていて作業性は良いが、熱

上昇気流のある時に効果が期待できるもの

である。。（（図図２２２２））  

局所排気装置の性能について、有機溶剤

中毒予防規則第 15 条および特定化学物質

障害予防規則第 7 条に制御風速(有害物質

の発散を防ぐために必要とされる局所排気

装置の風速)が規定されている。有機溶剤

中毒予防規則では、側方・下方吸引は外付

け式フードの場合制御風速 0.5m/秒以上必

要だが、上方吸引は 1.0m/秒以上と側方・

下方吸引と比較してより強力な制御風速が

求められる。吸引する物質が空気よりも重

たい場合に、上方吸引型を用いると強い性

能が必要となる。また発生源からフードま

での間に作業者の顔が侵入しばく露するリ

スクが高いため、採用においては作業の状

況に十分に注意する必要がある（図２３） 

 

２２））ププッッシシュュププルル型型換換気気装装置置  

局所排気装置の一つの形態として、プッ

シュプル型換気装置がある。プッシュプル

型換気装置は、有害物質の発散源を挟んで

吹出し用と吸込み用の 2 つのフードを向き

合って設置する方式の換気装置である。吹

出しフードをプッシュフード、吸込み用フ

ードをプルフードと呼ぶことから、プッシ

ュプル型換気装置と呼称される。吸込み用

フードだけの排気の場合、有害物質がフー

ドに捕捉される前に横流れする危険がある

が、プッシュプル型換気装置では吹出しフ

ードから緩やかな気流を捕捉気流と同じ方

向に出すことで有害物質を吸い込み、フー

ドの近くまで運ぶことができる。プッシュ

プル型換気装置には、周囲を壁で囲い外と

の空気の出入りをなくし作業室全体にプッ

シュプル気流をつくる「密閉式」と、周囲

を囲わずにプッシュフードとプルフードを

設けて室内の一部にプッシュプル気流をつ

くる「開放式」がある。（図２４） 

３３））全全体体換換気気装装置置  

全体換気装置は、作業場外から清浄な空

気を取り込み、作業場内で発散している有

害物質と混合・希釈しながら作業場外に排

出し、作業場内の有害物質の濃度が有害な

程度にならないように下げて、作業者のば

く露を少なくする換気方法である。作業場

内全体を換気することから全体換気装置と

呼ばれているが、その機能から「希釈換気

装置」とも呼ばれる。有害物質の濃度を薄

める(平均濃度を下げる)だけのものであり、

汚染空気の除去･排出という点では、局所

排気装置やプッシュプル型換気装置よりも

劣る。 

 

②②換換気気以以外外のの発発散散防防止止抑抑制制措措置置  
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一部の工場では局所排気装置等の設置が

困難・屋外に排気できない事例もあること、

換気装置以外の方法の有効な発散防止抑制

措置もあることから、平成 24 年の有機溶

剤中毒予防規則および特定化学物質障害予

防規則の改正により、密閉設備、局所排気

装置またはプッシュプル型換気装置以外の

発散防止抑制措置を講じることにより作業

環境測定の結果が第 1 管理区分となるとき

は、所轄労働基準監督署長の許可を受けて

密閉設備、局所排気装置またはプッシュプ

ル型換気装置を設けないことができると有

機溶媒中毒予防規則第 13 条に規定された。

なお許可に当たってはこれまでは専門家検

討会の審査を踏まえ判断することとされて

いたが、一定の技術的事項を満たす場合、

所轄労働基準監督署長の判断で行って差し

支えないことになった。 

発散防止抑制措置の具体例を挙げると手

持ちの装置の先端から化学物質を含む液体

を対象物に吹き付け塗布すると同時に先端

付近に取り付けられた吸入口より発散した

化学物質を含む空気を吸引する方法によっ

て集められた化学物質を、二段以上で配置

された活性炭等のフィルターに吸着させる

ことにより作業場内に清浄された空気を排

気することができる装置などがある。 

 

有機溶剤中毒予防規則  

第十三条の三 事業者は、第五条の規定に

かかわらず、発散防止抑制措置を講じた場

合であって、当該発散防止抑制措置に係る

作業場の有機溶剤の濃度の測定(当該作業

場の通常の状態において、労働安全衛生法

(以下「法」という。)第六十五条第二項及

び作業環境測定法施行規則(昭和五十年労

働省令第二十号)第三条の規定に準じて行

われるものに限る。以下この条及び第十八

条の三において同じ。)の結果 を第二十

八条の二第一項の規定に準じて評価した結

果、第一管理区分に区分されたときは、所

轄労働基準監督署長の許可を受けて、当該

発散防止抑制措置を講ずることにより、有

機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局

所排気装置及びプッシュプル型換気装置を

設けないことができる。 

２ 前項の許可を受けようとする事業者

は、発散防止抑制措置特例実施許可申請書

(様式第五号)に申請に係る発散防止抑制措

置に関する次の書類を添えて、所轄労働基

準監督署長に提出しなければならない。 

 一 作業場の見取図 

 二 当該発散防止抑制措置を講じた場合

の当該作業場の有機溶剤の濃度の測定の結

果及び第二十八条の二第一項の規定に準じ

て当該測定の結果の評価を記載した書面 

 三 前条第一項第一号の確認の結果を記

載した書面 

 四 当該発散防止抑制措置の内容及び当

該措置が有機溶剤の蒸気の発散の防止又は

抑制について有効である理由を記載した書

面 

 五 その他所轄労働基準監督署長が必要

と認めるもの 

３ 所轄労働基準監督署長は、前項の申請

書の提出を受けた場合において、第一項の

許可をし、又はしないことを決定したとき

は、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業

者に通知しなければならない。 

４ 第一項の許可を受けた事業者は、第二

項の申請書及び書類に記載された事項に変

更を生じたときは、遅滞なく、文書で、そ
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の旨を所轄労働基準監督署長に報告しなけ

ればならない。 

５ 第一項の許可を受けた事業者は、当該

許可に係る作業場についての第二十八条第

二項の測定の結果の評価が第二十八条の二

第一項の第一管理区分でなかったとき及び

第一管理区分を維持できないおそれがある

ときは、直ちに、次の措置を講じなければ

ならない。 

 一 当該評価の結果について、文書で、

所轄労働基準監督署長に報告すること。 

 二 当該許可に係る作業場について、当

該作業場の管理区分が第一管理区分となる

よう、施設、設備、作業工程又は作業方法

の点検を行い、その結果に基づき、施設又

は設備の設置又は整備、作業工程又は作業

方法の改善その他作業環境を改善するため

必要な措置を講ずること。 

 三 前二号に定めるもののほか、事業者

は、当該許可に係る作業場については、労

働者に有効な呼吸用保護具を使用させるこ

と。 

６ 第一項の許可を受けた事業者は、前項

第二号の規定による措置を講じたときは、

その効果を確認するため、当該許可に係る

作業場について当該有機溶剤の濃度を測定

し、及びその結果の評価を行い、並びに当

該評価の結果について、直ちに、文書で、

所轄労働基準監督署長に報告しなければな

らない。 

７ 所轄労働基準監督署長は、第一項の許

可を受けた事業者が第五項第一号及び前項

の報告を行わなかつたとき、前項の評価が

一第一管理区分でなかつたとき並びに第一

項の許可に係る作業場についての第二十八

条第二項の測定の結果の評価が第二十八条

の二第一項の第一管理区分を維持できない

おそれがあると認めたときは、遅滞なく、

当該許可を取り消すものとする。 

 

特定化学物質障害予防規則 

第六条の三 事業者は、第四条第三項及び

第五条第一項の規定にかかわらず、発散防

止抑制措置を講じた場合であつて、当該発

散防止抑制措置に係る作業場の第二類物質

のガス、蒸気又は粉じんの濃度の測定(当

該作業場の通常の状態において、労働安全

衛生法(以下「法」という。)第六十五条第

二項及び作業環境測定法施行規則(昭和五

十年労働省令第二十号)第三条の規定に準

じて行われるものに限る。以下この条にお

いて同じ。) の結果を第三十六条の二第一

項の規定に準じて評価した結果、第一管理

区分に区分されたときは、所轄労働基準監

督署長の許可を受けて、当該発散防止抑制

措置を講ずることにより、第二類物質のガ

ス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉する設

備、局所排気装置及びプッシュプル型換気

装置を設けないことができる。 

２ 前項の許可を受けようとする事業者

は、発散防止抑制措置特例実施許可申請書

(様式第一号の二)に申請に係る発散防止抑

制措置に関する次の書類を添えて、所轄労

働基準監督署長に提出しなければならな

い。 

 一 作業場の見取図 

 二 当該発散防止抑制措置を講じた場合

の当該作業場の第二類物質のガス、蒸気又

は粉じんの濃度の測定の結果及び第三十六

条の二第一項の規定に準じて当該測定の結

果の評価を記載した書面 

 三 前条第一項第一号の確認の結果を記
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載した書面 

 四 当該発散防止抑制措置の内容及び当

該措置が第二類物質のガス、蒸気又は粉じ

んの発散の防止又は抑制について有効であ

る理由を記載した書面 

 五 その他所轄労働基準監督署長が必要

と認めるもの 

３ 所轄労働基準監督署長は、前項の申請

書の提出を受けた場合において、第一項の

許可をし、又はしないことを決定したとき

は、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業

者に通知しなければならない。 

４ 第一項の許可を受けた事業者は、第二

項の申請書及び書類に記載された事項に変

更を生じたときは、遅滞なく、文書で、そ

の旨を所轄労働基準監督署長に報告しなけ

ればならない。 

５ 第一項の許可を受けた事業者は、当該

許可に係る作業場についての第三十六条第

一項の測定の結果の評価が第三十六条の二

第二項の第一管理区分でなかつたとき及び

第一管理区分を維持できないおそれがある

ときは、直ちに、次の措置を講じなければ

ならない。 

 一 当該評価の結果について、文書で、

所轄労働基準監督署長に報告すること。 

 二 当該許可に係る作業場について、当

該作業場の管理区分が第一管理区分となる

よう、施設、設備、作業工程又は作業方法

の点検を行い、その結果に基づき、施設又

は設備の設置又は整備、作業工程又は作業

方法の改善その他作業環境を改善するため

必要な措置を講ずること。 

 三 前二号に定めるもののほか、事業者

は、当該許可に係る作業場については、労

働者に有効な呼吸用保護具を使用させるこ

と。 

６ 第一項の許可を受けた事業者は、前項

第二号の規定による措置を講じたときは、

その効果を確認するため、当該許可に係る

作業場について当該第二類物質の濃度を測

定し、及びその結果の評価を行い、並びに

当該評価の結果について、直ちに、文書

で、所轄労働基準監督署長に報告しなけれ

ばならない。 

７ 所轄労働基準監督署長は、第一項の許

可を受けた事業者が第五項第一号及び前項

の報告を行わなかつたとき、前項の評価が

第一管理区分でなかつたとき並びに第一項

の許可に係る作業場についての第三十六条

第一項の測定の結果の評価が第三十六条の

二第一項の第一管理区分を維持できないお

それがあると認めたときは、遅滞なく、当

該許可を取り消すものとする。 

③③作作業業環環境境測測定定結結果果にに基基づづくく発発散散状状

況況のの改改善善  

作業環境測定結果の評価は作業環境評価

基準に従って、作業環境の状態を第 1 管理

区分、第 2 管理区分および第 3 管理区分の

3 つに区分することによって行われる。こ

の作業環境評価基準は作業場における作業

環境管理の良否を判断するための基準を示

したもので、労働安全衛生法施行令第 21

条に規定されている作業環境測定を行わな

ければならない作業場のうち、粉じん・特

定化学物質・石綿・鉛および有機溶剤に係

るものに適用される。作業環境測定で第 3

管理区分に区分された場合には、測定結果

の評価の記録、評価結果に基づく措置、措

置後の効果確認のための測定とその結果の

評価を、第 2 管理区分に区分された場合に

は測定結果の評価の記録、作業環境を改善
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するために講じる措置を労働者に周知しな

ければならない。 

 

作 業 区

分 

作業場の状

態 

講ずべき措置 

第 1 管

理区分 

当該単位作

業場所のほ

とんど(95％

以上)の場所

で気中有害

物質の濃度

が管理濃度

を超えない

状態 

現在の管理の継

続的維持に努め

る 

第 2 管

理区分 

当該単位作

業場所の気

中有害物質

の濃度の平

均が管理濃

度を超えな

い状態 

施設、設備、作

業工程または作

業方法の点検を

行い。その結果

に基づき、作業

環境を改善する

ため必要な措置

を講ずるよう努

める 

第 3 管

理区分 

当該単位作

業場所の気

中有害物質

の濃度の平

均が管理濃

度を超える

状態 

1． 施 設 、 設

備 、 作 業

工 程 ま た

は 作 業 方

法 の 点 検

を 行 い 。

そ の 結 果

に 基 づ

き 、 作 業

環 境 を 改

善 す る た

め 必 要 な

措 置 を 講

ずる 

2． 有 効 な 呼

吸 用 保 護

具 を 使 用

する 

3． (産業医等

が 必 要 と

認 め る 場

合には)健

康 診 断 の

実 施 そ の

ほ か 労 働

者 の 健 康

の 保 持 を

図 る た め

必 要 な 措

置 を 講 ず

る 

 

有機溶剤中毒予防規則  

第二十八条の三  事業者は、前条第一項の

規定による評価の結果、第三管理区分に区

分された場所については、直ちに、施設、

設備、作業工程又は作業方法の点検を行

い、その結果に基づき、施設又は設備の設

置又は整備、作業工程又は作業方法の改善

その他作業環境を改善するため必要な措置

を講じ、当該場所の管理区分が第一管理区

分又は第二管理区分となるようにしなけれ

ばならない。 

２  事業者は、前項の規定による措置を講

じたときは、その効果を確認するため、同

項の場所について当該有機溶剤の濃度を測

定し、及びその結果の評価を行わなければ

ならない。 

３  前二項に定めるもののほか、事業者

は、第一項の場所については、労働者に有

効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康

診断の実施その他労働者の健康の保持を図

るため必要な措置を講ずるとともに、前条

第二項の規定による評価の記録、第一項の

規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に

基づく評価の結果を次に掲げるいずれかの

方法によって労働者に周知しなければなら

ない。 

 一 常時各作業場の見やすい場所に掲示

し、又は備え付けること。 

 二 書面を労働者に交付すること。 

 三 磁気テープ、磁気ディスクその他こ
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れらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場

に労働者が当該記録の内容を常時確認でき

る機器を設置すること。 

 

第二十八条の四  事業者は、第二十八条の

二第一項の規定による評価の結果、第二管

理区分に区分された場所については、施

設、設備、作業工程又は作業方法の点検を

行い、その結果に基づき、施設又は設備の

設置又は整備、作業工程又は作業方法の改

善その他作業環境を改善するため必要な措

置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、事業者は、

前項の場所については、第二十八条の二第

二項の規定による評価の記録及び前項の規

定に基づき講ずる措置を次に掲げるいずれ

かの方法によって労働者に周知しなければ

ならない。 

 一 常時各作業場の見やすい場所に掲示

し、又は備え付けること。 

 二 書面を労働者に交付すること。 

 三 磁気テープ、磁気ディスクその他こ

れらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場

に労働者が当該記録の内容を常時確認でき

る機器を設置すること。 

 

特定化学物質障害予防規則（第三十六条の

三、第三十六条の四） 

鉛中毒予防規則（第五十二条の三、第五十

二条の四） 

 

 

（（２２））個個人人用用保保護護具具  

 職場における有害環境・有害作業の改善

には、まず有害物質の使用禁止や作業工程

の見直しなどの作業環境管理による対策を

行うことが原則となる。しかし、その対策

が完成するまでの間や環境改善が困難な場

合、労働衛生保護具(保護具)が作業者を危

険有害因子から守る手段となる。法令でも、

特定化学物質障害予防規則第 43 条～第 45

条、有機溶剤中毒予防規第則第 32 条～第

34 条、鉛中毒予防規則第 58 条、第 59 条

等（四アルキル鉛中毒予防規則は、業務に

係る措置として記載）で規定されている通

り保護具を準備する必要がある。 

個人用保護具を使用する際には適切な方

法で使用しないと十分な効果を発揮しない

ので作業内容に合わせて保護具を正しく選

択・装着・管理する必要がある。なお、特

定化学物質障害予防規則等により、保護具

の使用状況の監視は、作業主任者の職務と

されているので、上記と併せてこれを徹底

する必要がある。 

 衛生保護具には、有害物質の吸入による

健康障害を防止するための防毒マスク、送

気マスク、空気呼吸器などの呼吸用保護具、

皮膚接触による経皮吸収、皮膚障害を防ぐ

ための不浸透性(表面に付着した液体が裏

面にしみこまない性質)の化学防護服、化

学防護手袋等、眼障害を防ぐための保護メ

ガネなどがある。 

 

①①呼呼吸吸用用保保護護具具  

呼吸用保護具の種類は大きく「給気式」

と「ろ過式」の２つに分けられる。この２

つの分け方は酸素濃度 18％未満で使うタ

イプと、18％以上で使えるタイプという区

分であり、空気中の酸素濃度が 18%未満の

状態になると、人間は必要とされる酸素を

体内に取り込めず、酸素欠乏症を起こして

命の危険が高まることから酸素濃度 18％
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未満では新鮮な空気を取り込む「給気式」、

18％以上ではその場の空気をろ過して使う

「ろ過式」マスクを使用するよう使い分け

る必要がある。 

「給気式」は酸素濃度が 18％未満でも

使えるマスクで、着用者が携行している空

気ボンベやほかの場所から空気を吸入する。

給気式のタイプには「送気マスク(エアラ

インマスク・ホースマスク)」と「空気呼

吸器(自給式呼吸器)」がある。送気マスク

は作業場所とは別の場所から空気を供給す

るために使われる。送気マスクにはホース

マスクとエアラインマスクの 2 種類があり、

ホースマスクは自然の空気をホースで送る、

エアラインマスクは圧縮空気を送るという

違いがある。空気呼吸器(自給式呼吸器)は

自給式という名称がついているように、自

分で空気ボンベや酸素ボンベを背負って使

用する。 

「ろ過式」とはろ過材や吸収缶を通して、

粉じんや有毒ガスなどを除去して外気を吸

う仕組みである。ほかから空気が供給され

ないので、酸素欠乏の恐れのある酸素濃度

が 18％以上の場所でないとしようできな

い。「ろ過式」のマスクには 3 種類あり、

防じんマスク、防毒マスク、電動ファン付

き呼吸用保護具に区別される。防毒マスク

とは有害ガスや粒子状の物質の吸引を防ぐ

ための呼吸用保護具である。面体と吸収缶

から作られていて、吸収缶の種類によって

解毒できる能力が異なる。顔とマスクの隙

間からの漏れ(密着性)も考慮したうえで、

有毒ガス等の濃度の上限によって直結式小

型、直結式、隔離式の 3 種類に分類される。

直結式小型防毒マスクは面体に直接吸収缶

がついているタイプであり、低濃度用の吸

収缶が対応し、直結式防毒マスクは中濃度

用の吸収缶が対応、隔離式防毒マスクは面

体と吸収缶を連結管でつないでいるタイプ

で高濃度用の吸収缶が対応している。電動

ファン付き呼吸用保護具 (Powered Air 

Purifying Respirators：PAPR)は着用した

電動ファンとバッテリによって、空気中の

粉じんをフィルタによって除去してから清

浄な空気を着用者に送る呼吸器マスクであ

る。PAPR には装着者の顔面に密着するタ

イトフィットタイプと、装着者がすっぽり

被って顔面に密着しないルーズフィットタ

イプ(フェイスシールドタイプ)の２種類が

ある。PAPR マスクは自分で空気を吸引す

る防じんマスクより楽に呼吸ができて、マ

スク内部が外気圧より高く保たれるために

外気の漏れが少なく、一般的に防護率が高

いとされている。しかし有毒ガスや化学物

質は除去できないので、そのような環境で

は防毒マスクや送気マスクを使う必要があ

る。（図２５）（図２６） 

 防毒マスクに関しては、厚生労働省より

「防毒マスクの選択、使用等について」平

成 17 年 2 月 7 日付け基発第 0207007 号が

出されている。この通達には以下のような

記載がある。すなわちこれに基づき各作業

場ごとに保護具着用管理責任者を指名し、

必要な業務を行わせるほか選択・使用・保

守管理において留意する必要がある。防毒

マスクの選択に当たってはまず型式検定合

格品であることを確認し、有害物質の種

類・作業内容に適した種類のマスクを選択

し、マスクの面体が着用者に適度に密着す

る物を採用する。防毒マスクの使用に関し

て、マスクの使用は呼吸器系(呼吸に関与

する器官)に負荷を与えるため呼吸器疾患
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(気管支喘息、肺気腫など)があるものは防

毒マスク着用下での作業適性の可否を確認

する必要がある。実際に作業する際は作業

限度時間を設定し、吸収缶を適切に交換す

ること、吸収缶を使い捨てにしない場合に

は、湿気によって性能が低下しないように

管理することが必要になる。使用済みの吸

収缶は有害物質を吸着し発散源となるため

密閉・梱包して廃棄する。 

 また溶接ヒュームについて作業者に神経

障害等の健康障害をおよぼす恐れがあるこ

とが明らかになったことから、労働安全衛

生法施行令、特定化学物質障害予防規則第

38 条 21 項等によって金属アーク作業溶接

等作業を継続して屋内作業場で行う事業者

は、面体を有する呼吸用保護具を使用させ

る場合は 1 年以内に 1 回フィットテストの

実施を義務付けることが令和 5 年 4 月 1 日

から施行されることになった。 

 

労働安全衛生規則 

第五百九十三条  事業者は、著しく暑熱又

は寒冷な場所における業務、多量の高熱物

体、低温物体又は有害物を取り扱う業務、

有害な光線にさらされる業務、ガス、蒸気

又は粉じんを発散する有害な場所における

業務、病原体による汚染のおそれの著しい

業務その他有害な業務においては、当該業

務に従事する労働者に使用させるために、

保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な

保護具を備えなければならない。 

 

特定化学物質障害予防規則 

第四十三条  事業者は、特定化学物質を製

造し、又は取り扱う作業場には、当該物質

のガス、蒸気又は粉じんを吸入することに

よる労働者の健康障害を予防するため必要

な呼吸用保護具を備えなければならない。 

第四十五条  事業者は、前二条の保護具に

ついては、同時に就業する労働者の人数と

同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持

しなければならない。 

有機溶剤中毒予防規則 

第三十二条  事業者は、次の各号のいずれ

かに掲げる業務に労働者を従事させるとき

は、当該業務に従事する労働者に送気マス

クを使用させなければならない。 

  一  第一条第一項第六号ヲに掲げる業務 

  二  第九条第二項の規定により有機溶剤

の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気

装置、プッシュプル型換気装置及び全体換

気装置を設けないで行うタンク等の内部に

おける業務 

２  第十三条の二第二項の規定は、前項の

規定により労働者に送気マスクを使用させ

た場合について準用する。 

第三十三条  事業者は、次の各号のいずれ

かに掲げる業務に労働者を従事させるとき

は、当該業務に従事する労働者に送気マス

ク又は有機ガス用防毒マスクを使用させな

ければならない。 

  一  第六条第一項の規定により全体換気

装置を設けたタンク等の内部における業務 

  二 第八条第二項の規定により有機溶剤

の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気

装置及びプッシュプル型換気装置を設けな

いで行うタンク等の内部における業務 

  三 第九条第一項の規定により有機溶剤

の蒸気の発散源を密閉する設備及び局所排

気装置を設けないで吹付けによる有機溶剤

業務を行う屋内作業場等のうちタンク等の

内部以外の場所における業務 
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  四   第十条の規定により有機溶剤の蒸

気の発散源を密閉する設備、局所排気装置

及びプッシュプル型換気装置を設けないで

行う屋内作業場等における業務 

  五  第十一条の規定により有機溶剤の

蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装

置及びプッシュプル型換気装置を設けない

で行う屋内作業場等における業務 

  六  プッシュプル型換気装置を設け、荷

台にあおりのある貨物自動車等当該プッシ

ュプル型換気装置のブース内の気流を乱す

おそれのある形状を有する物について有機

溶剤業務を行う屋内作業場等における業務 

  七  屋内作業場等において有機溶剤の蒸

気の発散源を密閉する設備（当該設備中の

有機溶剤等が清掃等により除去されている

ものを除く。）を開く業務 

２  第十三条の二第二項の規定は、前項の

規定により労働者に送気マスクを使用させ

た場合について準用する。 

第三十三条の二  事業者は、第十三条の二

第一項第二号、第十八条の二第一項第二

号、第三十二条第一項又は前条第一項の保

護具については、同時に就業する労働者の

人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔

に保持しなければならない。 

第三十四条  第十三条の二第一項第二号及

び第十八条の二第一項第二号の業務並びに

第三十二条第一項各号及び第三十三条第一

項各号に掲げる業務に従事する労働者は、

当該業務に従事する間、それぞれ第十三条

の二第一項第二号、第十八条の二第一項第

二号、第三十二条第一項又は第三十三条第

一項の保護具を使用しなければならない。 

 

防毒マスクの選択、使用等について 

 

1． 防毒マスクの選択に当たっての留意点 

① 防毒マスクは型式検定合格商標に

より型式検定合格品であることを確認

す る こ と 。 

② 法令に定める呼吸用保護具のうち

防毒マスクについては、有害物質の種

類及び作業内容に応じ、防毒マスクの

規格に定める必要な性能を有するもの

で あ る こ と 。 

③ 防毒マスクの性能が記載されてい

る取り扱い説明書等を参考にそれぞれ

の作業に適した防毒マスクを選ぶこ

と 。 

④ 防毒マスクの面体は、着用者の顔

面に合った形状および寸法の接顔部を

有する者を選択すること。また接顔部

への密着性の良否を確認すること。 

2． 防毒マスクの使用にあたっての留意点 

① 防毒マスクを着用しての作業は、

通常より呼吸器系に負荷がかかること

から、呼吸器系に疾患があるものにつ

いては、防毒マスクを着用しての作業

が適当であるか否かについて、産業医

等 に 確 認 す る こ と 

② 防毒マスクの使用時間について、

当該防毒マスクの取り扱い説明書等及

び破過曲線図、製造者等への照会結果

等に基づいて、作業場所における空気

中に存在する有害物質の濃度並びに作

業場所における温度および湿度に対し

て余裕のある使用限度時間をあらかじ

め設定し、その設定時間を限度に防毒

マ ス ク を 使 用 す る こ と 

③ 防毒マスクの使用中に有害物質の

臭気等を感知した場合は、直ちに着用
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状態の確認を行い、必要に応じて吸収

缶 を 交 換 す る こ と 

④ 一度使用した吸収缶は、破過曲線

図、使用時間記録カード等により、十

分な除毒能力が残存して言うことを確

認できるものについてのみ、再使用し

て よ い こ と 

⑤ 防塵マスクの使用が義務付けられ

ている業務であって防毒マスクの使用

が必要な場合には、防塵マスクマスク

の検定にも合格した吸収缶を装着した

防塵機能を有する防毒マスクを使用す

ること 

3． 防毒マスクの保守管理上の留意点 

① 予備の防毒マスク、吸収缶その他

の部品を常時備え付け、適時好感して

使 用 で き る よ う に す る こ と 

② 使用済みの吸収缶の廃棄に当たっ

ては、吸収缶に吸着された有害物質が

遊離し、または吸収缶以外に発散しな

いように容器または袋に詰めた状態で

廃棄すること 

 

特定化学物質障害予防規則 

第三十八条の二十一  事業者は、金属をア

ーク溶接する作業、アークを用いて金属を

溶断し、又はガウジングする作業その他の

溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業

（以下この条において「金属アーク溶接等

作業」という。）を行う屋内作業場につい

ては、当該金属アーク溶接等作業に係る溶

接ヒュームを減少させるため、全体換気装

置による換気の実施又はこれと同等以上の

措置を講じなければならない。この場合に

おいて、事業者は、第五条の規定にかかわ

らず、金属アーク溶接等作業において発生

するガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を

密閉する設備、局所排気装置又はプッシュ

プル型換気装置を設けることを要しない。 

２２ 事業者は、金属アーク溶接等作業を継

続して行う屋内作業場において、新たな金

属アーク溶接等作業の方法を採用しようと

するとき、又は当該作業の方法を変更しよ

うとするときは、あらかじめ、厚生労働大

臣の定めるところにより、当該金属アーク

溶接等作業に従事する労働者の身体に装着

する試料採取機器等を用いて行う測定によ

り、当該作業場について、空気中の溶接ヒ

ュームの濃度を測定しなければならない。 

３３ 事業者は、前項の規定による空気中の

溶接ヒュームの濃度の測定の結果に応じ

て、換気装置の風量の増加その他必要な措

置を講じなければならない。 

４４ 事業者は、前項に規定する措置を講じ

たときは、その効果を確認するため、第二

項の作業場について、同項の規定により、

空気中の溶接ヒュームの濃度を測定しなけ

ればならない。 

５５ 事業者は、金属アーク溶接等作業に労

働者を従事させるときは、当該労働者に有

効な呼吸用保護具を使用させなければなら

ない。 

６６ 事業者は、金属アーク溶接等作業を継

続して行う屋内作業場において当該金属ア

ーク溶接等作業に労働者を従事させるとき

は、厚生労働大臣の定めるところにより、

当該作業場についての第二項及び第四項の

規定による測定の結果に応じて、当該労働

者に有効な呼吸用保護具を使用させなけれ

ばならない。 

７７ 事業者は、前項の呼吸用保護具（面体

を有するものに限る。）を使用させるとき
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は、一年以内ごとに一回、定期に、当該呼

吸用保護具が適切に装着されていることを

厚生労働大臣の定める方法により確認し、

その結果を記録し、これを三年間保存しな

ければならない。 

８８ 事業者は、第二項又は第四項の規定に

よる測定を行つたときは、その都度、次の

事項を記録し、これを当該測定に係る金属

アーク溶接等作業の方法を用いなくなつた

日から起算して三年を経過する日まで保存

しなければならない。 

一一 測定日時 

二二 測定方法 

三三 測定箇所 

四四 測定条件 

五五 測定結果 

六六 測定を実施した者の氏名 

七七 測定結果に応じて改善措置を講じたと

きは、当該措置の概要 

八八 測定結果に応じた有効な呼吸用保護具

を使用させたときは、当該呼吸用保護具の

概要 

９９ 事業者は、金属アーク溶接等作業に労

働者を従事させるときは、当該作業を行う

屋内作業場の床等を、水洗等によつて容易

に掃除できる構造のものとし、水洗等粉じ

んの飛散しない方法によつて、毎日一回以

上掃除しなければならない。 

１１００ 労働者は、事業者から第五項又は第

六項の呼吸用保護具の使用を命じられたと

きは、これを使用しなければならない。 

 

②②化化学学防防護護服服、、化化学学防防護護手手袋袋  

皮膚吸収による健康障害や皮膚への直接

ばく露による障害を防ぐために、化学防護

服および化学防護手袋の使用を検討する必

要がある。 

化学防護手袋は酸・アルカリ・有機溶剤

その他の液体や気体または粒子状の化学物

質を取り扱う作業に従事する際に着用する

ものであり、化学物質の透過(分子レベル

で通過すること)及び浸透(小さな隙間など

非分子レベルで通過すること)の防止を目

的として使用される。化学防護手袋は、使

用されている材料(ゴム、プラスチックな

ど)によって、防護性能、作業性、機械的

強度等が変わるため、対象とする有害な化

学物質を考慮して作業に適した手袋を選択

する必要がある。特に有機溶剤は、物質ご

とにプラスチックへの浸透状況が異なるた

め、物質に合わせた選択が必要となる。化

学防護手袋の選択に当たっては、「化学防

護手袋の選択、使用等について（平成 29

年 1 月 12 日付け基発 0112 第６号）」に基

づき各作業場ごとに保護具着用管理責任者

を指定する必要がある。この通達によれば、

保護具着用管理者は化学防護手袋の適正な

選択、着用及び取扱方法について労働者に

対し必要な指導を行い、化学防護手袋の適

正な保守管理に当たり、保護具の使用状況

の監視といった職務を遂行する。化学保護

手袋の選択に当たっての留意点として、取

扱説明書等に記載された試験化学物質に対

する耐透過性クラスを参考として、作業で

使用する化学物質の種類及び当該化学物質

の使用時間に応じた耐透過性を有し、作業

性の良いものを選ぶことが重要である。ま

た事業場で使用されている化学物質が取扱

説明書等に記載されていないものであるな

どの場合は、製造者等に事業場で使用され

ている化学物質の組成、作業内容、作業時

間等を伝え、適切な化学防護手袋の選択に
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関する助言を得て選ぶことが求められる。 

過去にオルト-トルイジンや MOCA の経皮

吸収が原因とされる膀胱がんが多発したた

め、化学物質が皮膚に接触し体内に吸収さ

れることによる職業がん等の発生を防止す

るため平成 29 年 1 月 1 日に労働安全衛生

規則および特定化学物質障害予防規則が改

正され、特定の化学物質を取り扱う作業に

ついては保護手袋等の使用が義務付けられ

た。現時点では、対象物質は限定されてい

るが、皮膚障害や経皮吸収の可能性が SDS

や許容濃度勧告等に示されている物質につ

いては、同等の管理が必要である。 

 

労働安全衛生規則 

第五百九十三条  事業者は、著しく暑熱又

は寒冷な場所における業務、多量の高熱物

体、低温物体又は有害物を取り扱う業務、

有害な光線にさらされる業務、ガス、蒸気

又は粉じんを発散する有害な場所における

業務、病原体による汚染のおそれの著しい

業務その他有害な業務においては、当該業

務に従事する労働者に使用させるために、

保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な

保護具を備えなければならない。 

第五百九十四条  事業者は、皮膚に障害を

与える物を取り扱う業務又は有害物が皮膚

から吸収され、若しくは侵入して、健康障

害若しくは感染をおこすおそれのある業務

においては、当該業務に従事する労働者に

使用させるために、塗布剤、不浸透性の保

護衣、保護手袋又は履(はき)物等適切な保

護具を備えなければならない。 

 

特定化学物質障害予防規則 

第四十四条  事業者は、特定化学物質で皮

膚に障害を与え、若しくは皮膚から吸収さ

れることにより障害をおこすおそれのある

ものを製造し、若しくは取り扱う作業又は

これらの周辺で行われる作業に従事する労

働者に使用させるため、不浸透性の保護

衣、保護手袋及び保護長靴(ぐつ)並びに塗

布剤を備え付けなければならない。 

２ 事業者は、令別表第三第一号 1、3、

4、6 若しくは 7 に掲げる物若しくは同号 8

に掲げる物で同号 1、3、4、6 若しくは 7

に係るもの若しくは同表第二号 1 から 3 ま

で、4、8 の 2、9、11 の 2、16 から 18 の 3

まで、19、19 の 3 から 20 まで、22 から

22 の 4 まで、23、23 の 2、25、27、28、

30、31(ペンタクロルフエノール(別名

PCP)に限る。)、33(シクロペンタジエニル

トリカルボニルマンガン又は二－メチルシ

クロペンタジエニルトリカルボニルマンガ

ンに限る。)、34 若しくは 36 に掲げる物

若しくは別表第一第一号から第三号まで、

第四号、第八号の二、第九号、第十一号の

二、第十六号から第十八号の三まで、第十

九号、第十九号の三から第二十号まで、第

二十二号から第二十二号の四まで、第二十

三号、第二十三号の二、第二十五号、第二

十七号、第二十八号、第三十号、第三十一

号(ペンタクロルフエノール(別名 PCP)に

係るものに限る。)、第三十三号(シクロペ

ンタジエニルトリカルボニルマンガン又は

二－メチルシクロペンタジエニルトリカル

ボニルマンガンに係るものに限る。)、第

三十四号若しくは第三十六号に掲げる物を

製造し、若しくは取り扱う作業又はこれら

の周辺で行われる作業であつて、皮膚に障

害を与え、又は皮膚から吸収されることに

より障害をおこすおそれがあるものに労働
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者を従事させるときは、当該労働者に保護

眼鏡並びに不浸透性の保護衣、保護手袋及

び保護長靴を使用させなければならない。 

３ 労働者は、事業者から前項の保護具の

使用を命じられたときは、これを使用しな

ければならない。 

第四十五条  事業者は、前二条の保護具に

ついては、同時に就業する労働者の人数と

同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持

しなければならない。 

 

化学防護手袋の選択、使用等について 

 

化学防護手袋の使用に当たっての留意事項 

(1) 化学防護手袋を着用する前には、そ

の都度、着用者に傷、孔あき、亀裂等の外

観上の問題がないことを確認させるととも

に、化学防護手袋の内側に空気を吹き込む

などにより、孔あきがないことを確認させ

ること。 

(2) 化学防護手袋は、当該化学防護手袋

の取扱説明書等に掲載されている耐透過性

クラス、その他の科学的根拠を参考とし

て、作業に対して余裕のある使用可能時間

をあらかじめ設定し、その設定時間を限度

に化学防護手袋を使用させること。なお、

化学防護手袋に付着した化学物質は透過が

進行し続けるので、作業を中断しても使用

可能時間は延長しないことに留意するこ

と。また、乾燥、洗浄等を行っても化学防

護手袋の内部に侵入している化学物質は除

去できないため、使用 

可能時間を超えた化学防護手袋は再使用さ

せないこと。 

(3) 強度の向上等の目的で、化学防護手

袋とその他の手袋を二重装着した場合で

も、化学防護手袋は使用可能時間の範囲で

使用させること。 

(4) 化学防護手袋を脱ぐときは、付着し

ている化学物質が、身体に付着しないよ

う、できるだけ化学物質の付着面が内側に

なるように外し、取り扱った化学物質の安

全データシート(SDS)、法令等に従って適

切に廃棄させること。 

 

化学防護手袋の保守管理上の留意事項 

化学防護手袋は、有効かつ清潔に保持する

こと。また、その保守管理に当たっては、

製造者の取扱説明書等に従うほか、次の事

項に留意すること。 

(1) 予備の化学防護手袋を常時備え付

け、適時交換して使用できるようにするこ

と。 

(2) 化学防護手袋を保管する際は、次に

留意すること。 

 ア 直射日光を避けること。 

 イ 高温多湿を避け、冷暗所に保管する

こと。 

 ウ オゾンを発生する機器(モーター

類、殺菌灯等)の近くに保管しないこと。 

 

 

((33))特特殊殊健健康康診診断断・・健健康康管管理理手手帳帳  

①①特特殊殊健健康康診診断断  

 適正な作業環境管理や作業管理がなされ

ても労働者が高濃度の化学物質にばく露さ

れる可能性がある。特殊健康診断は、使用

者の特別健康管理義務と関連する健康診断

であり、職場に存在する特別の健康障害要

因に起因する疾病、すなわち職業病を防止

するために、特定の有害要因へのばく露に

対して標的臓器の障害またはその他の健康
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影響に関する健康診断を行い、労働者個人

ごとにばく露による健康障害発生リスクの

評価と健康障害の早期発見を行う. このう

ち、労働者個人ごとの健康障害発生リスク

の評価の項目として、後述の作業条件の簡

易な調査、一部の物質に適用される生物学

的モニタリングがある。 

 

１１））特特殊殊健健康康診診断断のの実実施施  

 事業場で実施されている特殊健康診断に

は、法定特殊健康診断と勧奨による特殊健

康診断がある。これらに該当しない物質に

ついても、健康障害リスクが高い場合には

積極的に特殊健康診断を実施すべきである。 

法定の特殊健康診断は、労働安全衛生法

第 66 条第 2 項の規定に基づき実施される

医師による特殊健康診断と同条第３項によ

る歯科医師による特殊健康診断がある。医

師による特殊健康診断の対象業務は、労働

安全衛生法施行令で列挙されている。 

安衛法第六十六条第二項 

事業者は有害な業務で、政令で定めるも

のに従事する労働者に対し、厚生労働省令

で定めるところにより、医師による特別の

項目についての健康診断を行なわなければ

ならない。有害な業務で、政令で定めるも

のに従事させたことのある労働者で、現に

使用しているものについても、同様とす

る。 

 

安衛法第六十六条第三項 

事業者は、有害な業務で、政令で定める

ものに従事する労働者に対し、厚生労働省

令で定めるところにより、歯科医師による

健康診断を行なわなければならない。 

 

安衛法施行令第二十二条  法第六十六条第

二項前段の政令で定める有害な業務は、次

のとおりとする。 

  一  第六条第一号に掲げる作業に係る業

務及び第二十条第九号に掲げる業務 

  二  別表第二に掲げる放射線業務 

  三  別表第三第一号若しくは第二号に掲

げる特定化学物質（略）を製造し、若しく

は取り扱う業務（略）、第十六条第一項各

号に掲げる物（略）を試験研究のため製造

し、若しくは使用する業務又は石綿等の取

扱い若しくは試験研究のための製造若しく

は石綿分析用試料等の製造に伴い石綿の粉

じんを発散する場所における業務 

  四  別表第四に掲げる鉛業務（遠隔操作

によつて行う隔離室におけるものを除

く。） 

  五  別表第五に掲げる四アルキル鉛等業

務（遠隔操作によつて行う隔離室における

ものを除く。） 

  六  屋内作業場又はタンク、船倉若しく

は坑の内部その他の厚生労働省令で定める

場所において別表第六の二に掲げる有機溶

剤を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労

働省令で定めるもの 

２  法第六十六条第二項後段の政令で定め

る有害な業務は、次の物を製造し、若しく

は取り扱う業務（略）又は石綿等の製造若

しくは取扱いに伴い石綿の粉じんを発散す

る場所における業務とする。 

  一  ベンジジン及びその塩 

  一の二  ビス（クロロメチル）エーテル 

  二  ベータ－ナフチルアミン及びその塩 

  三  ジクロルベンジジン及びその塩 

  四  アルフア－ナフチルアミン及びその

塩 
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  五  オルト－トリジン及びその塩 

  六  ジアニシジン及びその塩 

  七  ベリリウム及びその化合物 

  八  ベンゾトリクロリド 

 九 インジウム化合物 

 九の二 エチルベンゼン 

  九の三  エチレンイミン 

  十  塩化ビニル 

  十一  オーラミン 

 十一の二 オルト－トルイジン 

  十二  クロム酸及びその塩 

  十三  クロロメチルメチルエーテル 

 十三の二 コバルト及び無機化合物 

  十四  コールタール 

 十四の二 酸化プロピレン 

 十四の三 三酸化二アンチモン 

  十五  三・三′－ジクロロ－四・四′－

ジアミノジフエニルメタン 

 十五の二 一・二－ジクロロプロパン 

 十五の三 ジクロロメタン（別名二塩化

メチレン） 

 十五の四 ジメチル－ニ・ニ－ジクロロ

ビニルホスフェイト（別名 DDVP） 

 十五の五 一・一－ジメチルヒドラジン  

  十六  重クロム酸及びその塩 

  十六の二 ナフタレン 

 十七 ニツケル化合物（次号に掲げる物

を除き、粉状の物に限る。） 

  十八  ニツケルカルボニル 

  十九  パラ－ジメチルアミノアゾベンゼ

ン 

 十九の二 砒(ひ)素及びその化合物（ア

ルシン及び砒(ひ)化ガリウムを除く。） 

  二十  ベータ－プロピオラクトン 

  二十一  ベンゼン 

  二十二  マゼンタ 

 二十二の二 リフラクトリーセラミック

ファイバー  

  二十三  第一号から第七号までに掲げる

物をその重量の一パーセントを超えて含有

し、又は第八号に掲げる物をその重量の

〇・五パーセントを超えて含有する製剤そ

の他の物（合金にあつては、ベリリウムを

その重量の三パーセントを超えて含有する

ものに限る。） 

  二十四  第九号から第二十二号の二まで

に掲げる物を含有する製剤その他の物で、

厚生労働省令で定めるもの 

 また、歯科医師による健康診断について

は、労働安全衛生法施行令および労働安全

衛生規則で規定を設けている。 

安衛法施行令第二十二条第三項 

 法第六十六条第三項の政令で定める有害

な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗

(ふつ)化水素、黄りんその他歯又はその支

持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じん

を発散する場所における業務とする。 

 

安衛則第四十八条    

事業者は、令第二十二条第三項の業務に

常時従事する労働者に対し、その雇入れの

際、当該業務への配置替えの際及び当該業

務についた後六月以内ごとに一回、定期

に、歯科医師による健康診断を行なわなけ

ればならない。 

そのうえで、省令で詳細を規制している。 

特定化学物質障害予防規則 第三十九条 

石綿障害予防規則 石綿則第四十条 

四アルキル鉛中毒予防規則 四アルキル鉛

則第二十二条 

有機溶剤中毒予防規則 有機則第二十九条 

 特定化学物質障害予防規則、有機溶剤
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中毒予防規則等が制定されてから４０年以

上が経過し、その間、医学的知見の進歩、

化学物質の使用状況の変化、労働災害の発

生状況など、化学物質による健康障害に関

する事情が変化していった。このため国内

外の研究文献等の医学的知見に基づき、化

学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断

の項目の全面的な見直しが実施された。個

別項目の見直し以外で、今回の労働者の化

学物質へのばく露状況を確認するため、必

須項目に作業条件の簡易な調査が追加され

たことが大きな特徴である。作業条件の簡

易な調査は、当該有害物質を取り扱う労働

者の当該有害物質へのばく露状況を適切に

把握し、健康診断結果の解釈、第二次健康

診断の実施の必要の有無の判断及び健康診

断結果に基づく措置を行う際の判断に資す

ることを目的としたものである。収集する

情報としては当該労働者が主に従事する単

位作業場所における作業環境測定結果や作

業における当該有害物質の平均的な使用頻

度および前回の健康診断以降の作業工程や

取扱量などの変更、局所排気装置などの有

無および稼動状況、保護具の使用状況、事

故や修理などの際における大量ばく露など

が求められる。 

前述のように特殊健康診断には労働安全

衛生法により定められた健康診断のほかに

厚生労働省からの行政通達により特殊健康

診断を実施するよう指導勧奨されているも

のが、全 29 項目あり、このうち多くのも

のが化学物質に関するものである。 

行政指導による特殊健診を行うべき業務と

根拠通達 

・マンガン化合物(塩基性酸化マンガンに

限る。)を取り扱う業務、又はそのガス、

蒸気若しくは粉じんを発散する場所におけ

る業務 

昭和 31 年 5 月 18 日基発第 308 号     

・黄りんを取り扱う業務、又はりんの化合

物のガス、蒸気若しくは粉じんを発散する

場所における業務  

昭和 31 年 5 月 18 日基発第 308 号 

・有機りん剤を取り扱う業務又は、そのガ

ス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所に

おける業務 

昭和 31 年 5 月 18 日基発第 308 号 

・亜硫酸ガスを発散する場所における業務  

昭和 31 年 5 月 18 日基発第 308 号 

・二硫化炭素を取り扱う業務又は、そのガ

スを発散する場所における業務(有機溶剤

業務に係るものを除く。)  

昭和 31 年 5 月 18 日基発第 308 号 

・ベンゼンのニトロアミド化合物を取り扱

う業務又はそれらのガス、蒸気若しくは粉

じんを発散する場所における業務  

昭和 31 年 5 月 18 日基発第 308 号 

・脂肪族の塩化又は臭化化合物(有機溶剤

として法規に規定されているものを除

く。)を取り扱う業務又はそれらのガス、

蒸気若しくは粉じんを発散する場所におけ

る業務  

昭和 31 年 5 月 18 日基発第 308 号 

・砒素化合物（アルシン又は砒化ガリウム

に限る。）を取り扱う業務又はそのガス、

蒸気若しくは粉じんを発散する場所におけ

る業務  

昭和 34 年 5 月 14 日基発第 359 号 

・フェニル水銀化合物を取り扱う業務又は

そのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する

場所における業務  

昭和 40 年 5 月 12 日基発第 513 号 
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・アルキル水銀化合物（アルキル基がメチ

ル基又はエチル基であるものを除く。)を

取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは

粉じんを発散する場所における業務  

昭和 40 年 5 月 12 日基発第 513 号 

・クロルナフタリンを取り扱う業務又はそ

のガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場

所における業務  

昭和 40 年 5 月 12 日基発第 513 号 

・沃素を取り扱う業務又はそのガス、蒸気

若しくは粉じんを発散する場所における業

務 

昭和 40 年 5 月 12 日基発第 513 号  

・米杉、ネズコ、リョウブ又はラワンの粉

じん等を発散する場所における業務 

昭和 45 年 1 月 7 日基発第 2 号  

・メチレンジフェニルイソシアネート

(M.D.I)を取り扱う業務又はこのガス若し

くは蒸気を発散する場所における業務  

昭和 40 年 5 月 12 日基発第 513 号 

・クロルプロマジン等フェノチアジン系薬

剤を取り扱う業務  

昭和 45 年 12 月 12 日基発第 889 号 

 

２２））特特殊殊健健康康診診断断のの事事後後措措置置  

健康診断は、実施することとともに、結

果に基づく事後措置を図ることが重要であ

る。労働安全衛生法第 66 条の４～第 66 条

の 5 及び各特別規則で事後措置が定められ

ている。 

 

労働安全衛生法 

第六十六条の四  事業者は、第六十六条第

一項から第四項まで若しくは第五項ただし

書又は第六十六条の二の規定による健康診

断の結果（当該健康診断の項目に異常の所

見があると診断された労働者に係るものに

限る。）に基づき、当該労働者の健康を保

持するために必要な措置について、厚生労

働省令で定めるところにより、医師又は歯

科医師の意見を聴かなければならない。 

第六十六条の五  事業者は、前条の規定に

よる医師又は歯科医師の意見を勘案し、そ

の必要があると認めるときは、当該労働者

の実情を考慮して、就業場所の変更、作業

の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の

減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定

の実施、施設又は設備の設置又は整備、当

該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若

しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定

改善委員会（労働時間等の設定の改善に関

する特別措置法（平成四年法律第九十号）

第七条に規定する労働時間等設定改善委員

会をいう。以下同じ。）への報告その他の

適切な措置を講じなければならない。 

２  厚生労働大臣は、前項の規定により事

業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施

を図るため必要な指針を公表するものとす

る。 

３  厚生労働大臣は、前項の指針を公表し

た場合において必要があると認めるとき

は、事業者又はその団体に対し、当該指針

に関し必要な指導等を行うことができる。 

 

有機溶剤中毒予防規則 

第三十条の二  有機溶剤等健康診断の結果

に基づく法第六十六条の四の規定による医

師からの意見聴取は、次に定めるところに

より行わなければならない。 

  一  有機溶剤等健康診断が行われた日

（法第六十六条第五項ただし書の場合にあ

つては、当該労働者が健康診断の結果を証
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明する書面を事業者に提出した日）から三

月以内に行うこと。 

  二  聴取した医師の意見を有機溶剤等健

康診断個人票に記載すること。 

２ 事業者は、医師から、前項の意見聴取

を行う上で必要となる労働者の業務に関す

る情報を求められたときは、速やかに、こ

れを提供しなければならない。 

 

特定化学物質障害予防規則 第四十条の二 

鉛中毒予防規則 第五十四条の二 

四アルキル鉛中毒予防規則 第二十三条の

三 

 

②②健健康康管管理理手手帳帳  

労働安全衛生法施行令第 23 条、労働安

全規則第 53 条が定めるがんその他の重度

の健康障害を発生させるおそれがある業務

に従事していた労働者は、離職の際には事

業場の所在地の都道府県労働局長に、離職

の後には住所地の都道府県労働局長に申請

することにより、健康管理手帳を受け取る

ことができる。健康管理手帳の交付を受け

ると、在職時に受けていた特殊健康診断に

引き続く健康診断として、定められた項目

による健康診断を決まった時期に年に 2 回

(じん肺の健康管理手帳については年に 1

回)無料で受けることができる。 

労働安全衛生法 

第六十七条  都道府県労働局長は、がんそ

の他の重度の健康障害を生ずるおそれのあ

る業務で、政令で定めるものに従事してい

た者のうち、厚生労働省令で定める要件に

該当する者に対し、離職の際に又は離職の

後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付

するものとする。ただし、現に当該業務に

係る健康管理手帳を所持している者につい

ては、この限りでない。 

２  政府は、健康管理手帳を所持している

者に対する健康診断に関し、厚生労働省令

で定めるところにより、必要な措置を行な

う。 

３  健康管理手帳の交付を受けた者は、当

該健康管理手帳を他人に譲渡し、又は貸与

してはならない。 

４  健康管理手帳の様式その他健康管理手

帳について必要な事項は、厚生労働省令で

定める。 

 

労働安全衛生法施行令 

第二十三条  法第六十七条第一項の政令で

定める業務は、次のとおりとする。 

  一  ベンジジン及びその塩（これらの物

をその重量の一パーセントを超えて含有す

る製剤その他の物を含む。）を製造し、又

は取り扱う業務 

  二  ベータ－ナフチルアミン及びその塩

（これらの物をその重量の一パーセントを

超えて含有する製剤その他の物を含む。）

を製造し、又は取り扱う業務 

  三  粉じん作業（じん肺法（昭和三十五

年法律第三十号）第二条第一項第三号に規

定する粉じん作業をいう。）に係る業務 

  四  クロム酸及び重クロム酸並びにこれ

らの塩（これらの物をその重量の一パーセ

ントを超えて含有する製剤その他の物を含

む。）を製造し、又は取り扱う業務（これ

らの物を鉱石から製造する事業場以外の事

業場における業務を除く。） 

  五  無機砒素化合物（アルシン及び砒

(ひ)化ガリウムを除く。）を製造する工程

において粉砕をし、三酸化砒素を製造する
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工程において焙(ばい)焼若しくは精製を行

い、又は砒(ひ)素をその重量の三パーセン

トを超えて含有する鉱石をポツト法若しく

はグリナワルド法により製錬する業務 

  六  コークス又は製鉄用発生炉ガスを製

造する業務（コークス炉上において若しく

はコークス炉に接して又はガス発生炉上に

おいて行う業務に限る。） 

  七  ビス（クロロメチル）エーテル（こ

れをその重量の一パーセントを超えて含有

する製剤その他の物を含む。）を製造し、

又は取り扱う業務 

  八  ベリリウム及びその化合物（これら

の物をその重量の一パーセントを超えて含

有する製剤その他の物（合金にあつては、

ベリリウムをその重量の三パーセントを超

えて含有するものに限る。）を含む。）を

製造し、又は取り扱う業務（これらの物の

うち粉状の物以外の物を取り扱う業務を除

く。） 

  九  ベンゾトリクロリドを製造し、又は

取り扱う業務（太陽光線により塩素化反応

をさせることによりベンゾトリクロリドを

製造する事業場における業務に限る。） 

  十  塩化ビニルを重合する業務又は密閉

されていない遠心分離機を用いてポリ塩化

ビニル（塩化ビニルの共重合体を含む。）

の懸濁液から水を分離する業務 

  十一  石綿等の製造又は取扱いに伴い石

綿の粉じんを発散する場所における業務 

  十二  ジアニシジン及びその塩（これら

の物をその重量の一パーセントを超えて含

有する製剤その他の物を含む。）を製造

し、又は取り扱う業務 

  十三  一・二－ジクロロプロパン（これ

をその重量の一パーセントを超えて含有す

る製剤その他の物を含む。）を取り扱う業

務（厚生労働省令で定める場所における印

刷機その他の設備の清掃の業務に限る。） 

  十四  オルト－トルイジン（これをその

重量の一パーセントを超えて含有する製剤

その他の物を含む。）を製造し、又は取り

扱う業務 

 

労働安全衛生規則 

第五十三条 法第六十七条第一項の厚生労

働省令で定める要件に該当する者は、労働

基準法の施行の日以降において、次の表の

上欄に掲げる業務に従事し、その従事した

業務に応じて、離職の際に又は離職の後

に、それぞれ、同表の下欄に掲げる要件に

該当する者その他厚生労働大臣が定める要

件に該当する者とする。 

２  健康管理手帳（以下「手帳」とい

う。）の交付は、前項に規定する要件に該

当する者の申請に基づいて、所轄都道府県

労働局長（離職の後に同項に規定する要件

に該当する者にあつては、その者の住所を

管轄する都道府県労働局長）が行うものす

る。 

３  前項の申請をしようとする者は、健康

管理手帳交付申請書（様式第七号）に第一

項の要件に該当する事実を証する書類（当

該書類がない場合には、当該事実について

の申立て書）（令第二十三条第八号又は第

十一号の業務に係る前項の申請（同号の業

務に係るものについては、第一項の表令第

二十三条第十一号の業務（石綿等（令第六

条第二十三号に規定する石綿等をいう。以

下同じ。）を製造し、又は取り扱う業務に

限る。）の項第二号から第四号までの要件

に該当することを理由とするものを除
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く。）をしようとする者にあつては、胸部

のエックス線直接撮影又は特殊なエックス

線撮影による写真を含む。）を添えて、所

轄都道府県労働局長（離職の後に第一項の

要件に  該当する者にあつては、その者の

住所を管轄する都道府県労働局長）に提出

しなければならない。 

 
（（４４））特特別別なな健健康康状状態態（（母母性性保保護護規規

定定をを中中心心にに））  

 許容濃度がすべての労働者ではなく、

ほとんどの労働者に対して健康障害が生じ

ないレベルとされている背景については、

例外的な健康状態の労働者が対応できるま

でのばく露低減は、コストとのバランスが

取れないことが多いためであり、配置転換

や業務時間の短縮といった個別対策で実施

することが基本となる。その一つの方法が、

前述の特殊健康診断結果に基づく事後措置

であるが、法令上は労働基準法および女性

労働規則の母性保護規定がある。 

労働基準法第 64 の 3 第 1 項は、妊娠中

の女性及び産後 1 年を経過しない女性に対

する就業制限を規定して、さらに第 2 項は、

妊娠・出産に影響する業務に限り、厚生労

働省令によってそれ以外の女性にも就業制

限を準用できる旨を規定している。この範

囲を定める厚生労働省令は女性労働基準規

則である。化学物質に関する規制は第 2 条

第 18 号であり、作業環境測定の義務があ

って（管理濃度が設定されている物質、安

衛法施行令第 21 条）のうち、GHS 分類に

より生殖毒性又は生殖細胞変異原性が区分

１(毒性や変異原性がすでに認められてい

るもの)又は授乳影響ありに該当する物質

（25 物質）を発散する場所における業務

であって、送気マスク等の着用が義務付け

られている業務もしくは物質ごとの作業環

境測定の結果が第 3 管理区分とされた屋内

作業場における業務を対象としている。第

18 号所定の業務には、女性労働基準規則

第 2 条第 2 項(労基法第 64 条の 3 第 1 項に

より産後 1 年を経過しない女性の就業を制

限する業務)および第 3 条(労基法第 64 条

の 3 第 2 項により同条第 1 項の規定を準用

する業務)の両者が適用されることからも、

基本的にすべての女性が就業制限を受ける。

しかし、作業環境測定対象となっている物

質以外にも、GHS 分類で生殖毒性等の存在

が明確に示されている物質は多く存在する

ため、事業場においては、本来は、それら

の物質に対してこの規定を準用し、判断す

べきである。 

 

労働基準法 第六十四条の三 使用者は、

妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女

性（以下「妊産婦」という。）を、重量物

を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所

における業務その他妊産婦の妊娠、出産、

哺育等に有害な業務に就かせてはならな

い。 

２ 前項の規定は、同項に規定する業務の

うち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害

である業務につき、厚生労働省令で、妊産

婦以外の女性に関して、準用することがで

きる。 

３ 前二項に規定する業務の範囲及びこれ

らの規定によりこれらの業務に就かせては

ならない者の範囲は、厚生労働省令で定め

る。 

 

女性労働基準規則第二条 法第六十四条の
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三第一項の規定により妊娠中の女性を就か

せてはならない業務は、次のとおりとす

る。 

十八 次の各号に掲げる有害物を発散する

場所の区分に応じ、それぞれ当該場所にお

いて行われる当該各号に定める業務 

イ 塩素化ビフエニル（別名ＰＣＢ）、ア

クリルアミド、エチルベンゼン、エチレン

イミン、エチレンオキシド、カドミウム化

合物、クロム酸塩、五酸化バナジウム、水

銀若しくはその無機化合物（硫化水銀を除

く。）、塩化ニツケル（Ⅱ）（粉状の物に

限る。）、スチレン、テトラクロロエチレ

ン（別名パークロルエチレン）、トリクロ

ロエチレン、砒ひ素化合物（アルシン及び

砒ひ化ガリウムを除く。）、ベータ―プロ

ピオラクトン、ペンタクロルフエノール

（別名ＰＣＰ）若しくはそのナトリウム塩

又はマンガンを発散する場所 次に掲げる

業務（スチレン、テトラクロロエチレン

（別名パークロルエチレン）又はトリクロ

ロエチレンを発散する場所において行われ

る業務にあつては（２）に限る。） 

（１） 特定化学物質障害予防規則（昭和

四十七年労働省令第三十九号）第二十二条

第一項、第二十二条の二第一項又は第三十

八条の十四第一項第十一号ハ若しくは第十

二号ただし書に規定する作業を行う業務で

あつて、当該作業に従事する労働者に呼吸

用保護具を使用させる必要があるもの 

（２） （１）の業務以外の業務のうち、

安衛令第二十一条第七号に掲げる作業場

（石綿等を取り扱い、若しくは試験研究の

ため製造する屋内作業場若しくは石綿分析

用試料等を製造する屋内作業場又はコーク

ス炉上において若しくはコークス炉に接し

てコークス製造の作業を行う場合の当該作

業場を除く。）であつて、特定化学物質障

害予防規則第三十六条の二第一項の規定に

よる評価の結果、第三管理区分に区分され

た場所における作業を行う業務 

ロ 鉛及び安衛令別表第四第六号の鉛化合

物を発散する場所 次に掲げる業務 

（１） 鉛中毒予防規則（昭和四十七年労

働省令第三十七号）第三十九条ただし書の

規定により呼吸用保護具を使用させて行う

臨時の作業を行う業務又は同令第五十八条

第一項若しくは第二項に規定する業務若し

くは同条第三項に規定する業務（同項に規

定する業務にあつては、同令第三条各号に

規定する業務及び同令第五十八条第三項た

だし書の装置等を稼か働させて行う同項の

業務を除く。） 

（２） （１）の業務以外の業務のうち、

安衛令第二十一条第八号に掲げる作業場で

あつて、鉛中毒予防規則第五十二条の二第

一項の規定による評価の結果、第三管理区

分に区分された場所における業務 

ハ エチレングリコールモノエチルエーテ

ル（別名セロソルブ）、エチレングリコー

ルモノエチルエーテルアセテート（別名セ

ロソルブアセテート）、エチレングリコー

ルモノメチルエーテル（別名メチルセロソ

ルブ）、キシレン、Ｎ・Ｎ―ジメチルホル

ムアミド、スチレン、テトラクロロエチレ

ン（別名パークロルエチレン）、トリクロ

ロエチレン、トルエン、二硫化炭素、メタ

ノール又はエチルベンゼンを発散する場所 

次に掲げる業務 

（１） 有機溶剤中毒予防規則（昭和四十

七年労働省令第三十六号）第三十二条第一

項第一号若しくは第二号又は第三十三条第
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一項第二号から第七号まで（特定化学物質

障害予防規則第三十八条の八においてこれ

らの規定を準用する場合を含む。）に規定

する業務（有機溶剤中毒予防規則第二条第

一項（特定化学物質障害予防規則第三十八

条の八において準用する場合を含む。）の

規定により、これらの規定が適用されない

場合における同項の業務を除く。） 

（２） （１）の業務以外の業務のうち、

安衛令第二十一条第七号又は第十号に掲げ

る作業場であつて、有機溶剤中毒予防規則

第二十八条の二第一項（特定化学物質障害

予防規則第三十六条の五において準用する

場合を含む。）の規定による評価の結果、

第三管理区分に区分された場所における業

務 

２ 法第六十四条の三第一項の規定により

産後一年を経過しない女性を就かせてはな

らない業務は、前項第一号から第十二号ま

で及び第十五号から第二十四号までに掲げ

る業務とする。ただし、同項第二号から第

十二号まで、第十五号から第十七号まで及

び第十九号から第二十三号までに掲げる業

務については、産後一年を経過しない女性

が当該業務に従事しない旨を使用者に申し

出た場合に限る。 

第三条 法第六十四条の三第二項の規定に

より同条第一項の規定を準用する者は、妊

娠中の女性及び産後一年を経過しない女性

以外の女性とし、これらの者を就かせては

ならない業務は、前条第一項第一号及び第

十八号に掲げる業務とする。 

 

対象物質 規制濃度 

アクリルアミド 0.1mg/㎥ 

エチレンイミン 0.5ppm 

エチレンオキシド 1ppm 

エチレングリコールモノ

エチルエーテル 

5ppm 

エチレングリコールモノ

エチルエーテルアセテー

ト 

5ppm 

エチレングリコールモノ

メチルエーテル 

5ppm 

塩化ニッケル（Ⅱ） 0.1mg/㎥ 

塩素化ビフェニル 0.01mg/㎥ 

カドミウム化合物 0.05mg/㎥ 

キシレン 50ppm 

クロム酸塩 0.05mg/㎥ 

五酸化バナジウム 0.03mg/㎥ 

N,N-ジメチルホルムアミ

ド 

10ppm 

水銀及びその無機化合物 0.025mg/㎥ 

スチレン 20ppm 

テトラクロルエチレン 50ppm 

トリクロルエチレン 10ppm 

トルエン 20ppm 

鉛及びその化合物 0.05mg/㎥ 

二硫化炭素 1ppm 

砒素化合物 0.003mg/㎥ 

ベータプロピオラクトン 0.5ppm 

ペンタクロルフェノール

及びそのナトリウム 

0.5mg/㎥ 

マンガン 0.2mg/㎥ 

メタノール 200ppm 

 

（（５５））労労働働者者へへのの周周知知おおよよびび知知るる権権

利利  

 本来、労働者は、自分がどのような有害
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物質を扱っていて、どの程度のばく露があ

り、健康障害リスクはどのような状態なの

かを知る権利を有している。(ILO 第 170

号第 18 条)また、労働者に適切な行動を取

らせるためにも、情報の周知を不可欠であ

る。 

 化学物質に関しては、安衛法第 57 条で、

交付対象物質と同じ 674 物質については、

容器に入れる、包装、又は提供する者に対

して、その容器又は包装に表示を義務付け

ている。この表示義務は、必ずしも事業者

を対象としていないが、当然、容器に入っ

て提供されれば、表示が明らかであるし、

事業場内で小分けすれば“容器に入れ”た

ことになるため、労働者は自分がどのよう

な物質を使っているかを知ることができる。 

  

ILO(国際労働機関) 
職場における化学物質の使用の安全に

関する条約（第 170 号） 
第 六 部 労働者及びその代表者の

権利 
第 十 八 条 
１ 労働者は、自己の安全又は健康に

対する急迫したかつ重大な危険性があ

ると信ずるに足りる正当な事由がある

ときは、化学物質の使用から生ずる危

険から避難する権利を有し、その場合

には、自己の監督者に速やかに通知す

る。 
２ １の規定に従って危険から避難し

又はこの条約に基づく他の権利を行使

する労働者は、不当な結果から保護さ

れる。 
３ 関係のある労働者及びその代表者

は、次の情報を得る権利を有する。 

 (a) 職場において使用する化学物質

の物質名、それらの化学物質の有害

性、予防措置、教育及び訓練に関する

情報 
 (b) ラベル及び標章に含まれる情報 
 (c) 化学物質の安全に関する情報資

料 
 (d) この条約により保存することが

要求されるその他の情報 
４ 使用者は、化学物質の混合物の特

定の成分を競争者に開示することによ

り使用者の事業に支障をきたすことと

なる場合には、３の情報を提供するに

当たり、第一条２(b)の規定に基づき権

限のある機 
 

 

安衛法第五十七条  爆発性の物、発火性の

物、引火性の物その他の労働者に危険を生

ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベ

ンゼンを含有する製剤その他の労働者に健

康障害を生ずるおそれのある物で政令で定

めるもの又は前条第一項の物を容器に入

れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する

者は、厚生労働省令で定めるところによ

り、その容器又は包装（容器に入れ、か

つ、包装して、譲渡し、又は提供するとき

にあつては、その容器）に次に掲げるもの

を表示しなければならない。ただし、その

容器又は包装のうち、主として一般消費者

の生活の用に供するためのものについて

は、この限りでない。 

 一 次に掲げる事項 

  イ 名称 

  ロ 人体に及ぼす作用 

  ハ 貯蔵又は取扱い上の注意 
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  ニ イからハまでに掲げるもののほ

か、厚生労働省令で定める事項 

 二 当該物を取り扱う労働者に注意を喚

起するための標章で厚生労働大臣が定める

もの 

 

安衛則第三十二条  法第五十七条第一項の

規定による表示は、当該容器又は包装に、

同項各号に掲げるもの（以下この条におい

て「表示事項等」という。）を印刷し、又

は表示事項等を印刷した票箋を貼り付けて

行わなければならない。ただし、当該容器

又は包装に表示事項等の全てを印刷し、又

は表示事項等の全てを印刷した票箋を貼り

付けることが困難なときは、表示事項等の

うち同項第一号ロからニまで及び同項第二

号に掲げるものについては、これらを印刷

した票箋を容器又は包装に結びつけること

により表示することができる。 

 

第三十三条  法第五十七条第一項第一号ニ

の厚生労働省令で定める事項は、次のとお

りとする。  

 一 法第五十七条第一項の規定による表

示をする者の氏名(法人にあつては、その

名称)、住所及び電話番号 

 二 注意喚起語 

 三 安定性及び反応性 

 

 また、前述の作業環境測定については労

働者への評価結果の周知義務が、特殊健康

診断については労働者への結果の通知義務

が、それぞれの特別規則で課せられている。

このうち、作業環境測定結果の周知義務は

2012 年の改正からであり、それまで労働

者の知る権利が保障されていたとは言い難

い。「化学物質等による危険性又は有害性

等の調査等に関する指針」でも、労働者へ

の周知等が規定されている。 

 

 「化学物質等による危険性又は有害性等

の調査等に関する指針」 

11. リスクアセスメント結果等の労働者

への周知等 

 (1) 事業者は、安衛則第 34 条の 2 の 8

に基づき次に掲げる事項を化学物質等を製

造し、又は取り扱う業務に従事する労働者

に周知するものとする。 

  ア 対象の化学物質等の名称 

  イ 対象業務の内容 

  ウ リスクアセスメントの結果 

   (ア) 特定した危険性又は有害性 

   (イ) 見積もったリスク 

  エ 実施するリスク低減措置の内容 

 (2) (1)の周知は、次に掲げるいずれか

の方法によること。 

  ア 各作業場の見やすい場所に常時掲

示し、又は備え付けること 

  イ 書面を労働者に交付すること 

  ウ 磁気テープ、磁気ディスクその他

これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業

場に労働者が当該記録の内容を常時確認で

きる機器を設置すること 

 (3) 法第 59 条第 1 項に基づく雇入れ時

教育及び同条第 2 項に基づく作業変更時教

育においては、安衛則第 35 条第 1 項第 1

号、第 2 号及び第 5 号に掲げる事項とし

て、(1)に掲げる事項を含めること。 

   なお、5 の(1)に掲げるリスクアセ

スメント等の実施時期のうちアからウまで

については、法第 59 条第 2 項の「作業内

容を変更したとき」に該当するものである
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こと。 

 (4) リスクアセスメントの対象の業務が

継続し(1)の労働者への周知等を行ってい

る間は、事業者は(1)に掲げる事項を記録

し、保存しておくことが望ましい。 

 

４４．．労労働働安安全全衛衛生生ママネネジジメメンントトシシスス

テテムム  

【【概概要要とと趣趣旨旨】】  

 労働安全衛生マネジメントシステム

（OHSMS）は、事業者が労働者の協力の下

に「計画（Plan）－実施（Do）－評価

（Check）－改善（Act）」（「ＰＤＣＡサ

イクル」）という一連の過程を定めて、継

続的な安全衛生管理を自主的に進めること

により、労働災害の防止と労働者の健康増

進、さらに進んで快適な職場環境を形成し、

事業場の安全衛生水準の向上を図ることを

目的とした安全衛生管理の仕組みである。

2018 年 3 月に OHSMS の国際規格である

ISO45001 が発効した。それに合わせて日

本でも、JISQ45001 と日本独自の労働安全

衛生の慣習や制度を取り入れた JISQ45100

が出された。 

労働安全衛生法令上、OHSMS は、安衛則

第 24 条の 2 で事業者の自主的活動を促進

するための指針として位置付けられ、その

実施が事業者の義務や努力義務として課さ

れているわけではない(もっとも、OHSMS

の中核であるリスクアセスメントは、法第

28 条の 2 で事業者の努力義務とされ、化

学物質の一部について第 57 条の 3 で事業

者に義務づけられている)。この中で、危

険性又は有害性等の調査及びその結果に基

づき講ずる措置、すなわちリスクアセスメ

ントとリスク低減措置が、OHSMS を用いて

促進する主な活動として位置づけられてい

る。また、ここでいう指針は、「労働安全

衛生マネジメントシステムに関する指針」

であり、1999 年に出され、2019 年には

ISO45001 との整合性を図るための改正が

行われている。 

 

安衛則 第二十四条の二  厚生労働大臣

は、事業場における安全衛生の水準の向上

を図ることを目的として事業者 が一連の

過程を定めて行う次に掲げる自主的活動を

促進するため必要な指針を公表することが

できる。 

  一 安全衛生に関する方針の表明 

 二 法第二十八条の二第一項又は第五

十七条の三第一項及び第二項の危険性又は

有害性等の調査及びその結果に基づき講ず

る措置 

 三 安全衛生に関する目標の設定 

 四 安全衛生に関する計画の作成、実

施、評価及び改善 

 

ISO45001 では、「取組みの計画」とよ

り具体的な「目標を達成するための計画」

を策定することが求められている。このう

ち、「取組みの計画」は、1)決定したリス

ク及び機会に対処する、2)法的要求事項及

びその他の要求事項に対処する、3)緊急事

態への準備をし、対応するという３つのイ

ンプットがある。また、計画に基づかない

取組みとして、「変更の管理」のプロセス

が用意されている。また、計画した活動の

状況を評価し、継続的な改善を図る仕組み

を持っている。化学物質による健康障害を

防止するための取組みを OHSMS 上での実現

するためには、それぞれの取組みの性質に
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応じて、これらのプロセスを用いることに

なる。具体的には、化学物質による健康障

害を防止するためには、職場に存在する有

害物質を特定し（6.1.2.1 危険源の特定：

番号は ISO45001 の箇条）、それらの健康

障害リスクを評価し（6.1.2.2 労働安全衛

生リスクの評価）、許容できない場合には

ばく露軽減対策が必要である（8.1.2 危険

源の除去及び労働安全衛生リスクの低減）。

また、呼吸用保護具や保護衣の着用や管理、

局所排気装置の設置とメインテナンスにつ

いてルールを定める。これらの一部は法的

要求事項であり、一部は企業または事業場

独自の要求事項である。併せて、個人ごと

のばく露や健康影響の有無を確認し、必要

な対応を行うために特殊健康診断の実施も

ルール化し、その結果に基づき事後措置を

行う必要がある（6.1.3 法的要求事項及び

その他の要求事項の決定）。そして、これ

らの事項については取組みの計画にインプ

ットされる（6.1.4 取組みの計画策定）。

化学物質の中には、急性中毒を発生させる

可能性があるものがあり、そのような事態

に備えた準備を行うとともに、訓練を計画

的に行う必要がある（8.2 緊急事態への準

備対応）。また、新たな化学物質を導入す

る場合には、導入に先立ちリスクが評価さ

れ、安全性が確保できることを前提に導入

する必要がある（8.1.3 変更の管理）。化

学物質による健康障害防止対策の確実性を

高めるために、事業場内のファイルされて

いる SDS を最新版に更新する(8.1.3 変更

の管理）とともに、有害物質を取扱う労働

者全員を対象に呼吸用保護具のフィットテ

ストの実施を目標として定め（6.2.1 労働

安全衛生目標）、計画的に実施する

（6.2.2 労働安全衛生目標を達成するため

の計画策定）。さらにこれらの取り組みの

パフォーマンスを評価し（箇条 9 パフォー

マンス評価）、改善の取り組みに結び付け

る（箇条 10改善）。 

このように、OHSMS は、化学物質による

健康障害防止を図るために極めて有効なツ

ールであるが、必ずしも多くの事業場で導

入されているわけではない。2006 年の安

衛法の改正の際に、計画の届出等の内容を

改正して、OHSMS の導入を図り、計画的に

安全衛生リスク管理を行っている事業者の

届出義務の免除といったインセンティブ措

置が設けられた。しかし、届出義務の免除

はインセンティブとしては小さく、また届

出を受けることの代わりに監督署長の認定

を受けることが必要な建付けから、この制

度の利用はほとんど行われていない。 

 

安衛法第八十八条 事業者は、当該事業場

の業種及び規模が政令で定めるものに該当

する場合において、当該事場に係る建設物

若しくは機械等（仮設の建設物又は機械等

で厚生労働省令で定めるものを除く。）を

設置し、若しくは移転し、又はこれらの主

要構造部分を変更しようとするときは、そ

の計画を当該工事の開始の日の三十日前ま

でに、厚生労働省令で定めるところによ

り、労働基準監督署長に届け出なければな

らない。ただし、第二十八条の二第一項に

規定する措置その他の厚生労働省令で定め

る措置を講じているものとして、厚生労働

省令で定めるところにより労働基準監督署

長が認定した事業者については、この限り

でない。 
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ⅣⅣ．．特特別別規規則則にによよるる管管理理  

  

11．． 特特定定化化学学物物質質障障害害予予防防規規則則  

【【概概要要とと趣趣旨旨】】  

（（１１））規規制制のの対対象象物物質質  

特化則の対象物質は、安衛法施行令別表第

3 が規定しており、第 1 号は第 1 類物質、

第 2 号は第 2 類物質、第 3 号は第 3 類物質

を定めている。これらは以下のように説明

される。 

1 厚生労働省の WEBサイト

（https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-

roudoukyoku/content/contents/000751608

.pdf最終閲覧日：2021年 9月 1日）及び

三協化学株式会社の WEBサイト

（https://www.sankyo-

chem.com/wpsankyo/1324最終閲覧日：

2021年 9月 1日）より。 

 第 1 類物質：がん等の慢性・遅発性障害

を引き起こす物質のうち、特に有害性が高

く、概ね製造許可物質に当たり、一部を除

き特別管理物質から成るもの 

第 2 類物質：がん等の慢性・遅発性障害

を引き起こす物質のうち、第 1 類物質に該

当しないもの 

第 3 類物質：大量漏洩により急性中毒を

引き起こす物質であって非特別管理物質か

ら成るもの 

第 3 類物質等：特定化学設備に該当する

物質 

 もっとも、特化則の規制対象物質（特定

化学物質：特化物）は、区々多様な性質を

持っているため、更に細かい分類がなされ

ている。まず、各類の中でも発がん性（の

疑い）がある物質を「特別管理物質」とし

た。また、第 2 類物質を以下の 4 種類に区

分した。 

①オーラミン等：尿路系器官にがん等の

腫瘍を発生するおそれのある物質 

②特定第 2 類物質：特に漏洩に留意すべ

き物質であって、特別管理物質と非特別管

理物質から成るもの 

③特別有機溶剤等：発がん性のおそれが

指摘される物で有機溶剤と同様の作用があ

り、蒸気による中毒を発生させるおそれの

ある物質であって、有機溶剤中毒予防規則

（有機則）が準用され、特別管理物質から

成るもの 

④ 管理第 2 類物質：それ以外の物質であ

って、特別管理物質と非特別管理物質

から成るもの（図２７） 

各化学物質は、基本的に混合溶剤として

用いられるが、単体と同じ扱いをする場合

の含有量（重量比率）を明確にしておく必

要がある。それぞれの物質ごとに、第 2 類

物質については特化則別表第 1、第 3 類物

質については特化則別表第 2 で、いわゆる

裾切値が規定されている。第 1 類物質につ

いては、安衛法施行令別表第 3 第 1 号８で

規定されている。そのうえで、類型ごとに

規制をかけている。 

 

安衛法施行令別表第三  特定化学物質（第

六条、第九条の三、第十七条、第十八条、

第十八条の二、第二十一条、第二十二条関

係） 

  一  第一類物質 

    １  ジクロルベンジジン及びその塩 

    ２  アルフア－ナフチルアミン及びそ

の塩 

    ３  塩素化ビフエニル（別名ＰＣＢ） 

    ４  オルト－トリジン及びその塩 
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    ５  ジアニシジン及びその塩 

    ６  ベリリウム及びその化合物 

    ７  ベンゾトリクロリド 

    ８  １から６までに掲げる物をその重

量の一パーセントを超えて含有し、又は７

に掲げる物をその重 量の〇・五パーセン

トを超えて含有する製剤その他の物（合金

にあつては、ベリリウムをその重量の三パ

ーセントを超えて含有するものに限る。） 

  二  第二類物質 

    １  アクリルアミド 

    ２  アクリロニトリル 

    ３  アルキル水銀化合物（アルキル基

がメチル基又はエチル基である物に限

る。） 

  ３の２ インジウム化合物 

  ３の３ エチルベンゼン 

    ４  エチレンイミン 

    ５  エチレンオキシド 

    ６  塩化ビニル 

    ７  塩素 

    ８  オーラミン 

  ８の２ オルト－トルイジン 

    ９  オルト－フタロジニトリル 

    10  カドミウム及びその化合物 

    11  クロム酸及びその塩 

    11 の２  クロロホルム 

    12  クロロメチルメチルエーテル 

    13  五酸化バナジウム 

  13 の２ コバルト及びその無機化合

物  

    14  コールタール 

    15  酸化プロピレン 

  15 の２ 三酸化二アンチモン 

    16  シアン化カリウム 

    17  シアン化水素 

    18  シアン化ナトリウム 

    18の２  四塩化炭素 

    18の３  一・四－ジオキサン 

    18 の４ 一・二－ジクロロエタン

（別名二塩化エチレン） 

    19  三・三′－ジクロロ‐四・四′－

ジアミノジフエニルメタン 

  19の２ 一・二－ジクロロプロパン 

  19 の３ ジクロロメタン（別名二塩

化メチレン） 

  19 の４ ジメチル－二・二－ジクロ

ロビニルホスフェイト（別名 DDVP） 

    19 の５  一・一－ジメチルヒドラジ

ン 

    20  臭化メチル 

    21  重クロム酸及びその塩 

    22  水銀及びその無機化合物（硫化水

銀を除く。） 

    22の２  スチレン 

    22 の３  一・一・二・二－テトラク

ロロエタン（別名四塩化アセチレン） 

    22 の４  テトラクロロエチレン（別

名パークロルエチレン） 

    22の５  トリクロロエチレン 

    23  トリレンジイソシアネート 

    23の２  ナフタレン 

  23 の３ ニツケル化合物（24 に掲げ

る物を除き、粉状の物に限る。） 

    24  ニツケルカルボニル 

    25  ニトログリコール 

    26  パラ－ジメチルアミノアゾベンゼ

ン 

    27  パラ－ニトロクロルベンゼン 

  27 の２ 砒(ひ)素及びその化合物

（アルシン及び砒(ひ)化ガリウムを除

く。） 
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    28  弗(ふつ)化水素 

    29  ベータ－プロピオラクトン 

    30  ベンゼン 

    31  ペンタクロルフエノール（別名Ｐ

ＣＰ）及びそのナトリウム塩 

  31 の２  ホルムアルデヒド 

    32  マゼンタ 

    33  マンガン及びその化合物（塩基性

酸化マンガンを除く。） 

  33 の２ メチルイソブチルケトン 

    34  沃(よう)化メチル 

    34 の２  リフラクトリーセラミック

ファイバー 

    35  硫化水素 

    36  硫酸ジメチル 

    37  １から 36 までに揚げる物を含有

する製剤その他の物で、厚生労働省令で定

めるもの 

  三  第三類物質 

    １  アンモニア 

    ２  一酸化炭素 

    ３  塩化水素 

    ４  硝酸 

    ５  二酸化硫黄 

    ６  フエノール 

    ７  ホスゲン 

    ８  硫酸 

    ９  １から８までに揚げる物を含有す

る製剤その他の物で、厚生労働省令で定め

るもの 

 

（（２２））規規制制のの内内容容  

 規制内容をみると、第 1 類、第 2 類物質

については、密閉設備、囲い式フードの局

排又はプッシュプル型換気装置の設置を原

則とし（第 1 類につき第 3 条、第 2 類につ

き第 4、第 5 条）、除じん、排ガス・排液

処理などの用後処理（第 3 章：第 9 条～第

12 条の 2）、接合部、バルブ、出入口など

からの漏えい防止（第 4 章：第 13 条～第

26 条）、特化物作業主任者の選任、設備の

定期自主検査、作業環境測定と結果の評価

などの管理（第 5 章：第 27 条－第 38 条の

4）、 塩素化ビフエニル等、インジウム化

合物等、エチレンオキシド等の特殊な物質

を取り扱う作業にかかる特殊な管理（第 5

章の 2：第 38 条の 5－第 38 条の 20）、特

殊健診の実施、記録の保存、医師からの意

見聴取、事後措置、労基署長への報告、漏

えいした特化物へばく露した場合の緊急健

診等（第 6 章：第 39 条－第 42 条）、 呼吸

用保護具の備え付け、経皮吸収や皮膚障害

を招く物質にばく露する作業での保護衣、

保護手袋、保護長靴等の備え付けと着装の

確保等（第 7 章：第 43 条－第 45 条）、製

造禁止物質（法第 55 条）の免除の手続と

製造許可物質（法第 56 条）の許可の手

続・基準等（第 8 章：第 46 条－第 50 条の

2）2、特定化学物質及び四アルキル鉛等作

業主任者技能講習の内容（作業環境の改善

方法や保護具の取扱い方法等を含む）（第

9 章：第 51 条）、特別管理物質の製造・取

扱い事業者が事業を廃止する場合の報告

（第 10 章：第 52 条、第 53 条）が定めら

れていること、黄燐マッチなどの製造禁止

 
2 黄燐マッチなどの製造禁止物質は発がん
性物質ばかりではないが、特化則はもとよ
り様々な物質を規制対象としているし、製
造許可物質は、施行令別表第 3 であり、特
化則の規制対象物質でもあるので、安衛法
上の製造禁止・許可物質は、特化則で取り
扱える。 

－2483－



分担研究報告書（森 晃爾） 

 

物質は発がん性物質ばかりではないが、特

化則はもとより様々な物質を規制対象とし

ているし、製造許可物質は、施行令別表第

3 であり、特化則の規制対象物質でもある

ので、安衛法上の製造禁止・許可物質は、

特化則で取り扱える。 

管理のうち、第 36 条～第 36 条の 5 まで

は、作業環境測定に関する規定である。ま

た、特殊な作業等の管理では、塩素化ビフ

エニル等に係る措置、インジウム化合物等

に係る措置、特別有機溶剤等に係る措置、

エチレンオキシド等に係る措置、コバルト

等に係る措置、コークス炉に係る措置、三

酸化二アンチモン等に係る措置、燻蒸作業

に係る装置、ニトログリコールに係る措置、

ベンゼン等に係る措置、１,３－ブタジエ

ン等に係る措置、硫酸ジエチル等に係る措

置、1,3－プロパンスルトン等に係る措置、

リフラクトリーセラミックファイバー等に

係る措置など特別な対応が必要な物質や作

業について求められる措置につき詳細な規

定を行っている。 

健診にかかる規制は、特化則が異なる性

質の化学物質を規制しているため、物質ご

とに健康診断項目を規定している。すなわ

ち、安衛法上の特殊健診の対象を定める安

衛法施行令第 22 条第 1 項第 3 号が、第 1

類物質および第 2 類物質（エチレンオキシ

ド、ホルムアルデヒドを除く）を指定し、

更に特化則別表第 3 がそれに対応する健診

項目を規定している。その項目にかかる健

診の結果、自他覚症状が認められる等異常

の疑いがあって医師が必要と認める者には、

別表第 4 所定の項目の健診を行うこととさ

れている。エチレンオキシド、ホルムアル

デヒドは、特定の標的臓器を対象とした健

康診断項目を設定しにくいことから、安衛

則第 13 条第 1 項第 2 号ヲの「これらに準

ずる有害物」に該当するものとして、労働

安全衛生規則第 45 条の特定業務従事者健

診の対象となっている（特定業務従事者健

診では、一般健診の一環として、それと同

様の幅広い項目が診査される）。特別管理

物質については、30 年間の記録保存義務

が課されている（第 40条第 2項）。 

さらに加えて、特定有機溶剤混合物（特

別有機溶剤同士の混合物、特別有機溶剤と

有機溶剤との混合物。特別有機溶剤と有機

溶剤の含有率の合計が５％を超える物に限

る。）に係る健康診断（第 41 条の 2）お

よび緊急診断（第 42 条）を規定している。

このうち、特定有機溶剤混合物に係る健康

診断が別に定められたのは、これらの物質

が発がん性等の固有の性質を有するととも

に、有機溶剤の一般的な性質も有している

ために、有機則の規定の一部の適用が必要

であるためである。 

次に、保護具については、呼吸用保護具

と保護衣等を定めている。このうち保護衣

等については、特定化学物質第１類物質及

び第２類物質のうち、経皮吸収による影響

が無視できない特定の物質が対象であり、

皮膚に障害を与え、又は皮膚から吸収され

ることにより障害をおこすおそれがあるも

のに労働者を従事させるときは、当該労働

者に保護眼鏡並びに不浸透性の保護衣、保

護手袋及び保護長靴を使用させつことを事

業者に義務づけるとともに、労働者にも、

事業者から前項の保護具の使用を命じられ

たときは、これを使用することを義務づけ

ている。この規定は、オルトトルイジンや

MOCA によって、膀胱がん多発した事例に
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おいて、皮膚吸収による影響が疑われたこ

とを契機に、平成 29 年 1 月になされた改

正で設けられた（他に、オルト－トルイジ

ンの特定第 2 類物質への追加、尿路系腫瘍

等を発見するための特殊健診項目の追加等

が行われた）。 

 

２２．．鉛鉛中中毒毒予予防防規規則則  

【【概概要要とと趣趣旨旨】】  

（（１１））規規制制のの対対象象物物質質    

鉛は、青みのある灰色をしており、他の

金属に比べると錆びやすくなっているが酸

化とともに表面に酸化被膜(覆い包んでい

る膜)が形成されるため、腐食が内部に進

みにくくなっている。また、多くの無機塩

は水に不溶であるため水中でも腐食されに

くい。鉛の現在の用途は、鉛蓄電池の電極、

金属の快削性向上のための合金成分、鉛ガ

ラス（光学レンズやクリスタルガラス）、

美術工芸品（例えばステンドグラスの縁）、

防音・制振シートや免震用ダンパー、銃弾、

電子材料と幅広くなっている。GHS の分類

では、生殖細胞変異原性区分 2、発がん性

区分 2、生殖毒性区分 1A、特定標的臓器・

全身毒性(反復ばく露) 区分 1(造血系、腎

臓、中枢神経系、末梢神経系、心血管系、

免疫系)で示されるように、強い有毒性を

有する。 

 

（２）規制の対象業務 

鉛予防規則の対象業務は、鉛中毒予防規

則 第一章第一条五に下記のように定めら

れている。 

安衛法五  鉛業務  次に掲げる業務並びに

令別表第四第八号から第十一号まで及び第

十七号に掲げる業務をいう。 

イ  鉛の製錬又は精錬を行なう工程におけ

る焙(ばい)焼、焼結、溶鉱又は鉛等若しく

は焼結鉱等の取扱いの業務 

ロ  銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工

程における溶鉱（鉛を三パーセント以上含

有する原料を取り扱うものに限る。）、当

該溶鉱に連続して行なう転炉による溶融又

は煙灰若しくは電解スライム（銅又は亜鉛

の製錬又は精錬を行なう工程において生ず

るものに限る。）の取扱いの業務 

ハ  鉛蓄電池又は鉛蓄電池の部品を製造

し、修理し、又は解体する工程において鉛

等の溶融、鋳造、粉砕、混合、ふるい分

け、練粉、充てん、乾燥、加工、組立て、

溶接、溶断、切断、若しくは運搬をし、又

は粉状の鉛等をホツパー、容器等に入れ、

若しくはこれらから取り出す業務 

ニ  電線又はケーブルを製造する工程にお

ける鉛の溶融、被鉛、剥(はく)鉛又は被鉛

した電線若しくはケーブルの加硫若しくは

加工の業務 

ホ  鉛合金を製造し、又は鉛若しくは鉛合

金の製品（鉛蓄電池及び鉛蓄電池の部品を

除く。）を製造し、修理し、若しくは解体

する工程における鉛若しくは鉛合金の溶

融、鋳造、溶接、溶断、切断若しくは加工

又は鉛快削鋼を製造する工程における鉛の

鋳込の業務 

ヘ  鉛化合物を製造する工程において鉛等

の溶融、鋳造、粉砕、混合、空冷のための

撹拌(かくはん)、ふるい分け、か焼、焼

成、乾燥若しくは運搬をし又は粉状の鉛等

をホツパー、容器等に入れ、若しくはこれ

らから取り出す業務 

ト  鉛ライニングの業務（仕上げの業務を

含む。） 
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チ  ゴム若しくは合成樹脂の製品、含鉛塗

料又は鉛化合物を含有する絵具、釉(ゆう)

薬、農薬、ガラス、接着剤等を製造する工

程における鉛等の溶融、鋳込、粉砕、混合

若しくはふるい分け又は被鉛若しくは剥

(はく)鉛の業務 

リ  自然換気が不十分な場所におけるはん

だ付けの業務 

ヌ  鉛化合物を含有する釉(ゆう)薬を用い

て行なう施釉(ゆう)又は当該施釉(ゆう)を

行なつた物の焼成の業務 

ル  鉛化合物を含有する絵具を用いて行な

う絵付け又は当該絵付けを行なつた物の焼

成の業務 

ヲ  溶融した鉛を用いて行なう金属の焼入

れ若しくは焼戻し又は当該焼入れ若しくは

焼戻しをした金属のサンドバスの業務 

ワ  令別表第四第八号、第十号、第十一号

若しくは第十七号又はイからヲまでに掲げ

る業務を行なう作業場所における清掃の業

務 

（除外業務） 

第二条  令別表第四第十五号の厚生労働省

令で定める業務は、筆若しくはスタンプに

よる絵付けの業務で、当該業務に従事する

労働者が鉛等によつて汚染されることによ

り健康障害を生ずるおそれが少ないと当該

事業場の所在地を管轄する労働基準監督署

長（以下「所轄労働基準監督署長」とい

う。）が認定したもの又は第二十四条、第

二十五条、第二十八条第一項、第二十九条

及び第三十条に規定する構造及び性能を有

する局所排気装置若しくは排気筒が設けら

れている焼成窯による焼成の業務とする。 

（適用の除外） 

第三条  この省令（第一章、第二十二条、

第三十二条、第三十五条から第三十九条ま

で、第四章第三節、第四十六条（第五十八

条第二項第五号に係る部分に限る。）、第

五十八条第二項、第四項及び第五項（第二

項第五号及び第三十九条ただし書に係る部

分に限る。）、第五十六条並びに第五十七

条の規定を除く。）は、事業者が次の各号

のいずれかに該当する鉛業務に労働者を従

事させる場合は、当該業務については、適

用しない。 

一  鉛又は鉛合金を溶融するかま、るつぼ

等の容量の合計が、五十リツトルを超えな

い作業場における四百五十度以下の温度に

よる鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業務 

二  臨時に行う第一条第五号リからヲまで

に掲げる業務又はこれらの業務を行う作業

場所における清掃の業務 

三  遠隔操作によつて行う隔離室における

業務 

四  前条に規定する業務 

 

（（３３））規規制制のの内内容容  

規制内容をみると、第 5 条から第 23 条

までは、鉛製錬等にかかる焙焼（ばいしょ

う）、焼結、溶鉱等、銅製錬等にかかる溶

鉱、溶融等、鉛蓄電池の製造等にかかる鉛

等の溶融、鋳造等、電線等の製造にかかる

鉛の溶融、鉛合金の製造等にかかる鉛や鉛

合金の溶融、鋳造等、鉛化合物の製造にか

かる鉛等の溶融、鋳造等の鉛作業について、

局排やプッシュプル型換気装置を設けるこ

と等を定め、第 24 条から第 32 条までは、

局排、プッシュプル型、全体換気装置等の

構造、性能、取付位置などを定め、第 33

条および第 34 条は、施行令第 6 条が定め

る鉛作業に鉛作業主任者を選任し、所定の
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事項を行わせるべきことを定め、第 35 条

から第 38 条までは、局排等の設備の性能

維持するための定期自主検査や結果の記録

等を定め、第 39 条から第 42 条までは、粉

状鉛や焼結鉱等を入れるホッパーの下方で

の作業、鉛を含む塗料のかき落とし業務等

の危険業務にかかる諸措置を定め、第 43

条から第 44 条までは、粉状の鉛等の安全

な保管方法、粉状鉛等を入れていた容器等

からの粉じん発散防止措置を定め、第 45

条から第 51 条までは、休憩室とその清潔

の確保、粉状鉛等をまとった呼吸用保護具

や保護衣類等の隔離保管、鉛業務を行う屋

内作業場等の清掃等鉛業務を取り巻く環境

の衛生の確保を定め、第 53 条から第 57 条

までは、鉛業務にかかる特殊健診の実施、

結果の保存、結果に基づく医師からの意見

聴取、本人への通知、報告書の労基署長へ

の提出、腹部疝痛など一定の症状を呈する

従事者を医師に受診させるべきこと、鉛中

毒罹患者等の就業禁止等を定め、第 58 条

および第 59 条は、鉛業務に従事させる労

働者に呼吸用保護具や保護衣類等を着装さ

せること等を定め、第 60 条は、鉛作業主

任者技能講習の内容（健康障害防止措置、

作業環境の改善方法や保護具の取扱い方法

等を含む）等を定めていること、 

保護具については呼吸用保護具が必須と

なっている。健康診断については労働安全

衛生法施行令第 22 条第１項第 4 号に掲げ

る業務に常時従事する労働者の標的臓器へ

の影響を評価するために、作業条件の調査、

貧血検査、赤血球中のプロトポルフィリン

量の検査、神経内科学的検査が必須となっ

ている。また、第 56 条に定められている

通り、鉛業務に従事させている間、もしく

は従事させなくなってから四週間以内に、

腹部の疝痛(腹部の痛み)、四肢の伸筋麻痺

(関節を伸ばす筋肉が動かない)もしくは知

覚異常、蒼白、関節痛もしくは筋肉痛が認

められ、またはこれらの病状を訴える労働

者に対して速やかに医師による診断を受け

させなければならない。 

 

３３．．四四アアルルキキルル鉛鉛中中毒毒予予防防規規則則  

【【概概要要とと趣趣旨旨】】  

（（１１））規規制制のの対対象象物物質質      

四アルキル鉛は、鉛に４つの塩基が付い

た化合物であり、特異臭(特有の匂い) を

有する無色の液体で、揮発(常温で液体が

気体になる)しやすい。主に四メチル鉛と

四エチル鉛がある。石油精製業者によるガ

ソリンへの混入のみが認められており、以

前は自動車用ガソリンのアンチノック剤と

して用いられてきたが、現在では航空ガソ

リン用アンチノック剤として輸入されてい

るのみである。GHS の分類では、急性毒性

（吸入：蒸気）区分１、生殖毒性 区分２、

特定標的臓器・全身毒性（単回ばく露）、

区分１（中枢神経系）、特定標的臓器・全

身毒性（反復ばく露）区分１（中枢神経系、

肝臓）で示されているように、強い有害性

を有する。 

 

（（２２））規規制制のの対対象象業業務務  

 四アルキル鉛則の対象業務は、労働安全

衛生法施行令別表第 5で示されている。 

 

安衛法施行令別表第五 

 四アルキル鉛等業務（第六条、第二十二

条関係） 

  一  四アルキル鉛（四メチル鉛、四エチ
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ル鉛、一メチル・三エチル鉛、二メチル・

二エチル鉛及び三メチル・一エチル鉛並び

にこれらを含有するアンチノツク剤をい

う。以下同じ。）を製造する業務（四アル

キル鉛が生成する工程以後の工程に係るも

のに限る。） 

  二  四アルキル鉛をガソリンに混入する

業務（四アルキル鉛をストレージタンクに

注入する業務を含む。） 

  三  前二号に掲げる業務に用いる機械又

は装置の修理、改造、分解、解体、破壊又

は移動を行なう業務（次号に掲げる業務に

該当するものを除く。） 

  四  四アルキル鉛及び加鉛ガソリン（四

アルキル鉛を含有するガソリンをいう。）

（以下「四アルキル鉛等」という。）によ

りその内部が汚染されており、又は汚染さ

れているおそれのあるタンクその他の設備

の内部における業務 

  五  四アルキル鉛等を含有する残さい物

（廃液を含む。以下同じ。）を取り扱う業

務 

  六  四アルキル鉛が入つているドラムか

んその他の容器を取り扱う業務 

  七  四アルキル鉛を用いて研究を行なう

業務 

  八  四アルキル鉛等により汚染されてお

り、又は汚染されているおそれのある物又

は場所の汚染を除去する業務（第二号又は

第四号に掲げる業務に該当するものを除

く。）（四アルキル鉛の製造に係る措置） 

 

（（３３））規規制制のの内内容容  

  規制内容をみると、第 2 条は、その製造

に際して、装置等の構造の密閉化、作業場

所の隔離、作業場所の床を不浸透性とする

こと、作業労働者用の休憩室等の設置、点

検と漏えい対策、作業労働者に有機ガス用

防毒マスクを携帯させること等の事業者に

よる措置と労働者による保護具の使用や携

帯を定め、第 4 条は、施行令別表第 5 第 2

号所掲の四アルキル作業（ガソリンに四ア

ルキル則を混入させる作業）に労働者を従

事させる場合の諸措置（装置等の構造、作

業場所の換気の確保、ドラム缶からの完全

吸引、保護前掛け・手袋・長靴・有機ガス

用防毒マスクを労働者に着装させること

等）を定め、第 5 条は、施行令別表第 5 第

3 号所掲の四アルキル作業（第 2 号所掲の

ガソリン混入作業に用いる機械等の修理等

の作業）に労働者を従事させる場合の装置

等の汚染除去、保護前掛け・手袋・長靴・

有機ガス用防毒マスクを労働者に着装させ

ること等を定め、第 6 条は、汚染のおそれ

のあるタンク内業務に従事させる場合に講

じるべき措置を定め、第 7 条は、第 6 条の

加鉛ガソリン用タンク内業務への準用等を

定め、第 8 条は、施行令別表第 5 第 5 号所

掲の業務（四アルキル鉛を含む残滓物（廃

液を含む）を取り扱う業務）に労働者を従

事させる場合に講ずべき措置を定め、第 9

条は、施行令別表第 5 第 6 号所掲の業務

（四アルキル鉛が入つているドラムかん等

の容器を取り扱う業務）に労働者を従事さ

せる場合に講ずべき措置を定め、第 10 条

は、施行令別表第 5 第 7 号所掲の業務（四

アルキル鉛を用いる研究）に労働者を従事

させる場合に講ずべき措置（ドラフトの設

置、保護前掛けや保護手袋の着装の確保

等）を定め、第 11 条は、自然換気が不十

分で、四アルキル鉛に汚染されているかそ

のおそれのある場所で汚染除去作業に労働
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者を従事させる場合に講ずべき措置を定め、

第 12 条は、加鉛ガソリンを燃料用以外に

用いる業務に労働者を従事させる場合に講

ずべき措置を定め、第 13 条は、加鉛ガソ

リンで手足等を洗わせないよう、洗わない

よう定め、第 14 条は、施行令第 6 条第 20

号（別表第 5 第 1 号～第 6 号まで又は第 8

号所掲の四アルキル鉛等業務（四アルキル

鉛の製造、混入等それにばく露するおそれ

のある業務）に作業主任者を選任すべき旨

の規定）所掲の業務に作業主任者を選任す

べきことを定め、第 15 条は、当該作業主

任者に行わせるべき職務を定め、第 16 条

は、四アルキル鉛等業務に労働者を従事さ

せる場合に保護具、保護衣等の保守点検を

行うべきこと等を定め、第 17 条は、四ア

ルキル鉛業務を行う作業場所に、洗身、救

急、拡散防止、補修用の薬品を備えるべき

ことを定め、第 18 条は、業務従事後に洗

身させるべきことを定め、第 19 条は、四

アルキル鉛等業務を行う作業場所等への労

働者の立ち入りを禁止すべきこと等を定め、

第 20 条は、労働者が所定の四アルキル鉛

中毒にかかるおそれがある場合に、当該労

働者を退避させるべきこと等を定め、第

21 条は、労働者を四アルキル鉛業務等に

就かせる場合に、特別教育を行うべきこと

を定め、第 22 条は、施行令第 22 条第 1 項

第 5 号所掲の業務（別表第 5 所掲の四アル

キル鉛業務等）に常時従事する労働者への

特殊健診を定め、第 23 条は、健診結果に

基づき健診個人票を作成して 5 年保存すべ

きことを定め、第 23 条の 2 は、健診結果

に基づく医師からの意見聴取について定め、

第 23 条の 3 は、健診結果の本人への通知

について定め、第 24 条は、健診結果報告

書の管轄労基署長への提出について定め、

第 25 条は、身体が四アルキル鉛に汚染さ

れた者など四アルキル鉛へのばく露による

健康障害のおそれのある一定の者を医師に

受診させるべきことを定め、第 26 条は、

四アルキル鉛業務等に従事させることが不

適当と医師が認めた者の就業禁止等を定め、

第 27 条は、特化物と四アルキル鉛等にか

かる作業主任者の技能講習等に関する定め

は特化則に委ねることを定めている。  

 

 しかし、平成 30 年度の特殊健康診断実

施状況によると、四アルキル鉛健診の受診

労働者が一人も報告されておらず、実際に

国内には対象業務が存在しないと考えられ

る。 

 

４４．．有有機機溶溶剤剤中中毒毒予予防防規規則則  

【【概概要要とと趣趣旨旨】】  

（（１１））規規制制のの対対象象物物質質  

 有機溶剤とは他の物質を溶かす性質を持

っており、可燃性が強く毒性の強い蒸気を

発生させる。一般的には常温常圧化では無

色の液体であり、独特の臭気を持つものも

多い。一般用途としては 

ドライクリーニング（テトラクロロエチレ

ン）、シンナー（トルエン、テルピン油）、

マニキュア除去液や接着剤（アセトン、酢

酸メチル、酢酸エチル）、染み抜き（ヘキ

サン、石油エーテル）、合成洗剤（オレン

ジオイル）、香水（エタノール）あるいは

化学合成や樹脂製品の加工に使用される。 

規制対象物質については、有機溶剤中毒予

防規則第一章第一条第一号から第五号に下

記のように定められている。 

この省令において、次の各号に掲げる用語
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の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

  一  有機溶剤  労働安全衛生法施行令

（以下「令」という。）別表第六の二に掲

げる有機溶剤をいう。 

  二  有機溶剤等  有機溶剤又は有機溶剤

含有物（有機溶剤と有機溶剤以外の物との

混合物で、有機溶剤を当該混合物の重量の

五パーセントを超えて含有するものをい

う。第六号において同じ。）をいう。 

  三  第一種有機溶剤等  有機溶剤等のう

ち次に掲げる物をいう。 

    イ  令別表第六の二第二十八号又は第

三十八号に掲げる物 

    ロ  イに掲げる物のみから成る混合物 

    ハ  イに掲げる物と当該物以外の物と

の混合物で、イに掲げる物を当該混合物の

重量の五パーセントを超えて含有するもの 

  四  第二種有機溶剤等  有機溶剤等のう

ち次に掲げる物をいう。 

    イ  令別表第六の二第一号から第十三

号まで、第十五号から第二十二号まで、第

二十四号、第二十五号、第三十号、第三十

四号、第三十五号、第三十七号、第三十九

号から第四十二号まで又は第四十四号から

第四十七号までに掲げる物 

    ロ  イに掲げる物のみから成る混合物 

    ハ  イに掲げる物と当該物以外の物と

の混合物で、イに掲げる物又は前号イに掲

げる物を当該混合物の重量の五パーセント

を超えて含有するもの（前号ハに掲げる物

を除く。） 

  五  第三種有機溶剤等  有機溶剤等のう

ち第一種有機溶剤等及び第二種有機溶剤等

以外の物をいう。 

 

別表第六の二  有機溶剤（第六条、第二十

一条、第二十二条関係） 

  一  アセトン 

  二  イソブチルアルコール 

  三  イソプロピルアルコール 

  四  イソペンチルアルコール（別名イソ

アミルアルコール） 

  五  エチルエーテル 

  六  エチレングリコールモノエチルエー

テル（別名セロソルブ） 

  七  エチレングリコールモノエチルエー

テルアセテート（別名セロソルブアセテー

ト） 

  八  エチレングリコールモノ-ノルマル-

ブチルエーテル（別名ブチルセロソルブ） 

  九  エチレングリコールモノメチルエー

テル（別名メチルセロソルブ） 

  十  オルト‐ジクロルベンゼン 

  十一  キシレン 

  十二  クレゾール 

  十三  クロルベンゼン 

  十五  酢酸イソブチル 

  十六  酢酸イソプロピル 

  十七  酢酸イソペンチル（別名酢酸イソ

アミル） 

  十八  酢酸エチル 

  十九  酢酸ノルマル-ブチル 

  二十  酢酸ノルマル-プロピル 

  二十一  酢酸ノルマル-ペンチル（別名

酢酸ノルマル-アミル） 

  二十二  酢酸メチル 

  二十四  シクロヘキサノール 

  二十五  シクロヘキサノン 

  二十八  一・二‐ジクロルエチレン（別

名二塩化アセチレン） 

  三十  Ｎ・Ｎ‐ジメチルホルムアミド 
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  三十四  テトラヒドロフラン 

  三十五  一・一・一‐トリクロルエタン 

  三十七  トルエン 

  三十八  二硫化炭素 

  三十九  ノルマルヘキサン 

  四十  一‐ブタノール 

  四十一  二‐ブタノール 

  四十二  メタノール 

  四十四  メチルエチルケトン 

  四十五  メチルシクロヘキサノール 

  四十六  メチルシクロヘキサノン 

  四十七  メチル-ノルマル-ブチルケトン 

  四十八  ガソリン 

  四十九  コールタールナフサ（ソルベン

トナフサを含む。） 

  五十  石油エーテル 

  五十一  石油ナフサ 

  五十二  石油ベンジン 

  五十三  テレビン油 

  五十四  ミネラルスピリツト（ミネラル

シンナー、ペトロリウムスピリツト、ホワ

イトスピリツト及び 

    ミネラルターペンを含む。） 

  五十五  前各号に掲げる物のみから成る

混合物 

 

（（２２））規規制制のの内内容容  

対象業務は下記の通りになっている。 

六  有機溶剤業務  次の各号に掲げる業務

をいう。 

    イ  有機溶剤等を製造する工程におけ

る有機溶剤等のろ過、混合、撹拌(かくは

ん)、加熱又は容器若しくは設備への注入

の業務 

    ロ  染料、医薬品、農薬、化学繊維、

合成樹脂、有機顔料、油脂、香料、甘味

料、火薬、写真薬品、ゴム若しくは可塑剤

又はこれらのものの中間体を製造する工程

における有機溶剤等のろ過、混合、撹拌

(かくはん)又は加熱の業務 

    ハ  有機溶剤含有物を用いて行う印刷

の業務 

    ニ  有機溶剤含有物を用いて行う文字

の書込み又は描画の業務 

    ホ  有機溶剤等を用いて行うつや出

し、防水その他物の面の加工の業務 

    ヘ  接着のためにする有機溶剤等の塗

布の業務 

    ト  接着のために有機溶剤等を塗布さ

れた物の接着の業務 

    チ  有機溶剤等を用いて行う洗浄（ヲ

に掲げる業務に該当する洗浄の業務を除

く。）又は払しよくの業務 

    リ  有機溶剤含有物を用いて行う塗装

の業務（ヲに掲げる業務に該当する塗装の

業務を除く。） 

    ヌ  有機溶剤等が付着している物の乾

燥の業務 

    ル  有機溶剤等を用いて行う試験又は

研究の業務 

    ヲ  有機溶剤等を入れたことのあるタ

ンク（有機溶剤の蒸気の発散するおそれが

ないものを除く。以下同じ。）の内部にお

ける業務 

取り扱いに関わる設備に関しては、第１

種・第２種(第５条)、第３種(第６条)ごと

に基本的な規制をかけている。基本的に有

機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局

所排気装置又はプッシュプル型換気装置を

設けなければならない。それらの装置の点

検・管理については、その項目や記録が第

20 条から 23 条に定められている。また、
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有機溶剤業務に従事する労働者に向けた有

害性、取扱上の留意点等の掲示や表示につ

いては第 24 条・第 25 条、有機溶剤を使用

する場の測定については第 28 条、評価や

それに基づく措置については第 28 条の 2, 

第 28 条の３,第 28 条の４に、適切な保護

具の使用については第 32 条から第 34 条に、

貯蔵や処理については第 35 条および第 36

条に定められている。健康診断については

第 29 条および第 30 条に定められており、

労働安全衛生法施行令第 22 条第 1 項第 6

号で定められた業務に従事する者について

は、標的臓器への影響を評価するために作

業条件の調査、貧血検査、肝機能検査、腎

機能検査、神経内科学的検査が必須となっ

ている。保護具としては、送気マスク又は

有機ガス用防毒マスクの使用が義務付けら

れている。 

 

Ｄ．考察 および Ｅ．結論 

 極めて多くの化学物質が使用されている

中で、詳細な規制に基づく管理には、限界

がある。本来は、情報が乏しい未規制物質

については、規制物質以上の厳格な管理が

必要と考えられるが、実態には様々な課題

が存在する。課題の整理と今後の化学物質

管理の在り方の考察については、来年度に

実施する予定である。 
 
Ｆ．研究発表 

1．論文発表 

 なし 

2．学会発表 

  なし 

 

Ｇ．知的所有権の取得状況 

1．特許取得 

  該当せず。 

2．実用新案登録 

  該当せず。 

3．その他 

  該当せず。 

 

Ｈ．引用文献 

 考察を行う段階で列挙予定。 
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図表がある場合は、これ以降に番号順に貼り付け（１段組） 
 

 
図１ 化学物質による健康障害の発生と対策 

 

 

 

 

図２ 三管理と管理状況の評価方法 
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図３ 化学物質のリスクアセスメント 

 

 

 

図４ 特定化学物質の分類 
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図５ 新規化学物質の有害性調査制度の概要
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図６ 表示が必要・通知およびリスクアセスメントの対象となる含有率の裾切値 

 

 

図７ 国際がん研究期間（IARC）発がん性区分 
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図８ 作業主任者の資格等 

 

 

図９ GHSのシンボルと名称、危険有害性を表す絵表示 
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図１０ GHS分類 クラスと区分 

 

 

図１１ ラベル表示と SDS 
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則第30条 別表第二の上欄に掲げる物（中略）を含有する製剤
その他の物とする。（略）

令第18条 法第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。
1 別表第9に掲げる物（略）
2 別表第9に掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
3 別表第3第1号１から７までに掲げる物を含有する製剤その他の物（中略）で、
厚生労働省令で定めるもの

則第31条 令第18条第3号の厚生労働省令で定める物は、次に掲げる物とする。（略）
1 ジクロルベンジジン及びその塩を含有する製剤その他の物（0.1%以上１％以下）
2 アルフア―ナフチルアミン及びその塩を含有する製剤その他の物で（１％）
3 塩素化ビフエニル（別名ＰＣＢ）を含有する製剤その他の物（ 0.1%以上１％以下）
4 オルト―トリジン及びその塩を含有する製剤その他の物（１％）
5 ジアニシジン及びその塩を含有する製剤その他の物（１％）
6 ベリリウム及びその化合物を含有する製剤その他の物（0.1％以上１％以下）
合金（0.1％以上3％以下）
7 ベンゾトリクロリドを含有する製剤その他の物（0.1%以上0.5％以下）

 

図１２ ラベル表示対象物質 

 

 

 

図１３ 無毒性量と最小毒性量について 

－2499－



分担研究報告書（森 晃爾） 

 

 
図１４ 許容濃度、管理濃度、生物学的曝露指標について 

 
 

 

図１５ A測定と B測定について 
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A測定のみを実施した場合 

A測定 

第一評価値＜管理濃度 第二評価値≦管理濃度≦第一評価値 第二評価値＞管理濃度 

第一管理区分 第二管理区分 第三管理区分 

 

A測定および B測定を実施した場合 

 A測定 

第一評価値＜管理

濃度 

第二評価値≦管理濃

度≦第一評価値 

第二評価値＞管理濃

度 

 

B

測

定 

B測定値＜管理濃度 第一管理区分 第二管理区分 第三管理区分 

管理濃度≦B 測定値≦

管理濃度×1.5 

第二管理区分 第二管理区分 第三管理区分 

B 測定値＞管理濃度

×1.5 

第三管理区分 第三管理区分 第三管理区分 

（注） 

第一評価値：作業場をカバーする所定の測定点の実測値の高濃度側から 5％に当たる濃度 

第二評価値：単位作業場所における気中有害物質の算術平均濃度の推定値 

 

図１６ A測定、B測定と管理区分 

 

 
図１７ C測定と D測定について 

－2501－



分担研究報告書（森 晃爾） 

 

 
管理

区分 

定 義 

１A 

X95<OELかつ 

X95<(OEL X 10%) 

１B AM<(OEL X 10%) 

１C (OEL X 10%)≦AM 

２A AM≦OEL≦X9

5かつ 

AM≦（OEL X 50%） 

２B （OEL X 50%）<AM 

３ OEL<AM 

図１８ 管理区分の定義 
 
 

 

図１９ リスクレベルについて 

 

 

 
 

図２０ REATE SIMPLE によるリスクアセスメント 
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図２１ 局所排気装置の仕組み 
引用 局局所所排排気気装装置置のの必必要要性性  ((tteerraalltteecchhnnoo..ccoomm))  
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引用 ccoommmmoonn__VVeennttiillaattiinngg..ppddff  ((mmhhllww..ggoo..jjpp)) 

図２２ 局所排気装置の分類 
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特定化学物質障害予防規則第 7 条第１項第５号にもとづき、厚生労働大臣がに定める性

能（制御風速） 

物の状態 制御風速(m/秒) 

ガス状 〇・五 

粒子状 一・〇 

備 考 

一 この表における制御風速は、局所排気装置のすべてのフードを開放した場合の風速をい

う 。 

二 この表における制御風速は、フードの型式に応じて、それぞれ次に掲げる風速をいう。 

 イ 囲い式フード又はブース式フードにあつては、フードの開口面における最小風速 

 ロ 外付け式フード又はレシーバー式フードにあつては、当該フードにより第一類物質又

は第二類物質のガス、蒸気又は粉じんを吸引しようとする範囲内における当該フードの開面

から  最も離れた作業位置の風速 

 

有機溶剤中毒予防規則十六条 

型式 制御風速(m/秒) 

囲い式フード 〇・四 

外付け式フード 側方吸引型 〇・五 

下方吸引型 〇・五 

上方吸引型 一・〇 

備    考 

一 この表における制御風速は、局所排気装置のすべてのフードを開放した場合の制御風速を

いう。 

二 この表における制御風速は、フードの型式に応じて、それぞれ次に掲げる風速をいう。 

 イ 囲い式フードにあつては、フードの開口面における最小風速 

 ロ 外付け式フードにあつては、当該フードにより有機溶剤の蒸気を吸引しようとする範囲

内における当該フードの開口面から最も離れた作業位置の風速 

図２３ 局所排気装置の性能に関する規定 
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図２４ プッシュプル型換気装置 

● 引用 ccoommmmoonn__VVeennttiillaattiinngg..ppddff  ((mmhhllww..ggoo..jjpp))  
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図２５ 呼吸用保護具の分類 
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給気式 送気マスク エアラインマスク 

ホースマスク 

空気呼吸器(自給式呼吸器) 

ろ過式 防塵マスク 取り換え式 

使い捨て式 

防毒マスク 防毒マスク 

防塵機能付き防毒マスク 
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送気マスク(エアラインマスク) 送気マスク(ホースマ

スク) 
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空気呼吸器  

防塵マスク(使い捨て式) 防塵マスク(取り換え式 ) 

 

防毒マスク 防塵機能付き防毒マスク 

電動ファン付き呼吸用保護具 

呼呼吸吸用用保保護護具具  ––  公公益益社社団団法法人人  日日本本保保安安用用品品協協会会  ((jjssaaaa..oorr..jjpp)) 

図２６ 呼吸用保護具 
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図２７ 特化物の対象物質 
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厚厚生生労労働働行行政政推推進進調調査査事事業業費費補補助助金金 
（（政政策策科科学学総総合合研研究究事事業業（（政政策策科科学学推推進進研研究究事事業業）））） 

分分担担研研究究報報告告書書 

建建設設業業ででのの土土砂砂崩崩壊壊ににかかかかるる規規制制科科学学 

 
 
分担研究者 平岡伸隆 （独）労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所・主任研究員 

分担研究者 吉川直孝 （独）労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所・上席研究員 

分担研究者 大幢勝利 （独）労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所・センター長 

分担研究者 高木元也 （独）労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所・安全領域長 

分担研究者 梅崎重夫 （独）労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所・所長 

分担研究者 豊澤康男 （一社）仮設工業会・会長 

 

 

研究要旨 

本分担研究では，1972 年に制定された労働安全衛生法および労働安全衛生規則のうち，

建設業における土砂崩壊に関する条文制定の経緯を簡潔にまとめることを目的として，

過去の法令の変遷や，動機となった災害・統計データについてまとめた。わが国におい

て，土砂崩壊による労働者の安全が法令に記載されたのは，1890（明治 23）年に制定さ

れた鉱業条例が最初であり，その後，鉱業から土石採取業，建設業へと拡大していった。

建設業において土砂崩壊に関する条文が最初に確認されたのは 1937（昭和 12）年に労働

扶助法に基づいて制定された土木建築工事場安全及衛生規則であった。建設業では昭和 7

年から労働災害統計が収集されており，これを基にして規則化された可能性がある。1947

（昭和 22）年，日本国憲法の施行に伴い労働基準法が制定され，さらに安全衛生関係規

定を具体化するものとして，労働安全衛生規則が制定された。土砂崩壊に関する条文は，

鉱業警察規則，土石採取場安全及衞生規則，土木建築工事場安全及衛生規則から集約さ

れており，掘削高さや勾配等，具体的な数値基準を示すものはないが，主に崩壊・落下・

落盤の危険がある場合に対処すべき事柄が挙げられている。しかし，建設業における労

働災害の増加，とりわけ土砂崩壊災害の重篤性が統計データから指摘され，昭和 27 年に

は土砂崩壊に関する労働災害の事例や注意点をまとめた小冊子が労働省労働基準局から

発行され，労働安全衛生規則に岩石の掘削に関する条文が追加されている。昭和 34 年に

は土質力学を考慮した専門的かつ具体的な土砂崩壊に関する計算方法が通達および小冊

子にまとめられた。さらに昭和 33 年の産業災害総合五カ年計画を受けて，昭和 40 年の

労働安全衛生規則の大幅な改正が行われ，概ね現在の労働安全衛生規則が形成されてい

ることが明らかになった。 
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Ａ．研究目的 

 本分担研究では，1972 年に制定された労

働安全衛生法および労働安全衛生規則のう

ち，建設業における土砂崩壊に関する条文

の制定経緯を簡潔にまとめることを目的と

している。 

 

Ｂ．研究方法 

 土砂崩壊に関する条文制定の経緯を調べ

るため，既往の文献を調査し，過去の法令の

変遷や，動機となった災害・統計データにつ

いてまとめた。 

その際，現在残されている資料として国

立公文書館の資料，中央労働災害防止協会

が発行する産業安全年鑑，安衛法制定に係

わる書籍等を中心に調査するとともに，こ

れら資料や書籍に記載されていた災害等に

関する文献を収集して調査を行った。 

 

Ｃ．研究結果 

 

1. はじめに 

本研究では，土砂崩壊に関する労働法の

成り立ちについてまとめる。日本は炭鉱産

業が盛んであったこともあり，鉱業におい

て土砂崩壊に関する規定が生まれ，土石採

取業，建設業へと拡がっていったものと思

われる。一般に地盤の掘削作業を行ってい

るときに土砂崩壊による労働災害が発生し

やすく，業種別の掘削作業として，以下があ

げられる。 

・ 鉱業における鉱山の掘削作業 

・ 土石採取業における地山の掘削作業 

・ 建設業における地山・盛土等の斜面の掘
削作業や地盤の掘削作業 

・ 林業における林道整備のための地山の掘

削作業 

つまり，土砂崩壊による労働災害は大き

く 4 業種に分けられるが，本稿では，安衛

法に関連した建設業における土砂崩壊災害

の動向に着目し，昭和 47 年に施行された現

行法令である労働安全衛生法および労働安

全衛生規則までの土砂崩壊に関する労働法

について，その変遷を追う。 

 

2. 鉱業における土砂崩壊に関する法令 

鉱業を主体とした法整備は労働法よりも

前に確立されており，その流れは表 1 に示

す。鉱業の発展に伴い，鉱山における災害の

発生率が高まったことを受け，1890（明治

23）年に「鑛業条例（1890（明治 23）年法

律 87 号）」が制定され，1892 年 6 月 1 日か

ら 1905 年 6 月 30 日まで施行された。鑛業

条例の第五章 第五十八條に「鑛夫ノ生命及

衛生上ノ保護」とあり（写真 1 参照），労

働者（鉱夫）の安全を法令に組み込んだ最初

の法令といえる。また，「鉱業警察規則」は

明治 25 年 3 月，農商務省令として制定さ

れ，同年 6 月に鉱業条例と同時に施行され

た。なお，現在，土石採取業は業種分類とし

て鉱業に含まれるが，鑛業法（1905（明治 38）

年 3 月，法律第 45 号）では，建設業や土石

採取業は対象に含まれなかった 1)。 

その後，1905 年に鑛業法（1905（明治 38）

年 3 月 法律第 45 号）が制定され，鉱業

に関する法律が集約された。この鑛業法は

現在の鉱業法（昭和二十五年法律第二百八

十九号），鉱山保安法（昭和二十四年法律第

七十号），鉱山保安法施行規則（平成十六年

経済産業省令第九十六号）に通じており，こ

れらの現行法は経済産業省の管轄である。

現在の鉱山保安法において鉱業の労働安全
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について規定されているが，詳細は鉱山保

安法の逐条解説 3)に譲る。 

 

 

3. 工場法（1911（明治 44）年 3 月 28 日） 

1911（明治 44）年 3 月 28 日に制定され，

1916（大正 5）年 9 月 1 日に施行された「工

場法」によって職工への扶助責任が規定さ

れた。この工場法が労働法の端緒といえる。

ここで，後の安衛法に繋がる条文としては，

主に第 9条～第 11条の保護職工の危険有害

業務への就業制限，第 12 条の傷病者及び妊

婦への就業制限，第 13 条の男子を含む職工

一般に対する危害の予防，第 14 条の臨検等

が挙げられる。 

工場法が施行されて以降，様々な省令が

制定されている 4)。後に「土砂の掘削」に関

連するものとしては，建設業，土石採取業，

貨物運送業等屋外産業における労働者災害

補償を目的として，1931（昭和 6）年に制定

された「労働者災害扶助法（昭和 6 年 4 月

2 日法律第 54 号）」および「労働者災害扶

助責任保険法（昭和六年四月一日 法律第

五五号）」がある。 

それらについて次章で述べる。 

 

4. 労働者災害扶助法（昭和 6 年 4 月 2 日法

律第 54 号） 

工場法以降も労働災害の扶助責任の規定

は，徐々にその対象を拡大してきたが，もっ

とも労災の危険の高い建設業はその対象外

であった。しかし，1925（大正 14）年の ILO

（国際労働機関）第 7 回総会で，「労働者

災害補償に関する条約」（第 17 号），「労

働者職業病補償に関する条約」（第 18 号）

が採択され，工場法及び鉱業法の適用され

ない土木建築業，土石採取業，交通運輸事業

等における業務災害への災害扶助の拡大が

問題となった。 

そこで内務省社会局は 1927（昭和 2）年

11 月「労働者災害扶助法案要綱」を作成し

て関係業者に諮問，翌 1928（昭和 3）年 1 月

「労働者災害扶助法案」を帝国議会に提出

したが審議されず，1929（昭和 4）年 1 月に

も提出したが貴族院で審議未了廃案となっ

た。これらの経緯については参考文献が詳

しい 1)。1931 年 3 月「労働者災害扶助法案」

「労働者災害扶助責任保険法案」の二本立

てで改めて議会に提出され，同月成立して

翌 1932 年 1 月から施行されている。 

労働者災害扶助法は，「扶助法」というタ

イトルではあるが，内容的には工場法と同

様に安全衛生の根拠規定も含まれていた。

そして，運営上の必要もあって，労働者災害

扶助法第 5 条の規定に基づき，1934（昭和

9）年に「土石採取場安全及衛生規則」（内

務省令第 11 号）が制定された。さらに，1937

（昭和 12）年には「土木建築工事場安全及

衛生規則」（内務省令第 41 号），1941（昭

和 16）年には「土木建築工事場附属寄宿舎

規則」（厚生省令第 53 号）が制定された。

この「土木建築工事場安全及衛生規則」は，

建設業の初めての安全衛生法令となった。 

 

労働者災害扶助法（1931（昭和 6）年 4月
2 日法律第 54号）（一部抜粋） 

 

第五条 行政官庁ハ命令ノ定ムル所ニ依
リ事業ノ行ハルル場所ニ於ケル危害ノ防
止又ハ衛生ニ関シ必要ナル事項ヲ事業主
又ハ労働者ニ命ズルコトヲ得 
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第六条 行政官庁ハ必要アリト認ムルト
キハ当該官吏又ハ吏員ヲシテ事業ノ行ハ
ルル場所ニ臨検セシムルコトヲ得 

 

4.1 土石採取場安全及衛生規則（1934（昭和

9）年 5 月 3 日内務省令第十一号） 

土石採取場安全及衛生規則（1934（昭和 9）

年 5 月 3 日内務省令第十一号）は土石採取

業において初めて制定された労働安全衛生

法令である。この第七條および第八條に土

砂崩壊に関することが記載されており，第

七條 四には「砂礫その他崩壊し易いもの

を採掘する場合においては危害予防のため

適当な段階を附するか又は安全なる傾斜を

保持すること」とある。 

また，土砂崩壊とは離れるが，第十五條に

は「勾配が 40 度以上の斜面においては墜落

防止措置をとること」が書かれている。現行

法の安衛則第 518 条および第 539 条の 2 の

解釈例規によって，勾配 40 度以上の斜面上

の作業にはライフラインとなるロープをつ

けることと規定しており，昭和 9 年に定め

られた「勾配 40 度」が現在まで引き継がれ

ている。 

 

土石採取場安全及衞生規則（1934（昭和
9）年 5月 3日内務省令第十一号）(抜粋) 

第一條 本令ハ勞働者災害扶助法第一
條第一項第一號ノ事業ニ之ヲ
適用ス但シ砂鑛法ノ適用ヲ受
クル事業ニ付テハ此ノ限ニ在
ラズ 

第二條 事業主ハ事業場ニ於ケル危害
豫防及衞生ニ關シ一切ノ權限
ヲ有スル安全衞生管理人ヲ選
任スルコトヲ得 

前項ノ規定ニ依リ安全衞生管理
人ヲ選任シタルトキハ事業主ハ
遲滯ナク地方長官（東京府ニ在
リテハ警視總監以下之ニ同ジ）
ニ屆出ヅベシ 

地方長官ハ必要アリト認ムルト
キハ安全衞生管理人ノ改任ヲ命
ズルコトヲ得 

安全衞生管理人ハ本令ノ適用ニ
付テハ事業主ニ代ルモノトス 

第三條 事業主ハ勞働者ノ爲安全ナル
通路ヲ設クベシ 

第四條 堅坑内ノ架設通路ハ堅牢ナル
構造ト爲シ且左ノ條件ヲ具備
スルコトヲ要ス 

一 架設通路ノ外側ニハ高七十
五糎以上ノ堅牢ナル扶欄ヲ設ク
ルコト 

ニ 架設通路ノ長十五米以上ナ
ルトキハ十米以内毎ニ踏棚ヲ設
クルコト 

第五條 坑内梯子道ハ堅牢ナル構造ト
爲シ且左ノ條件ヲ具備スルコ
トヲ要ス 

一  梯子ハ坑壁トノ間ニ適當
ナル間隔ヲ保有セシメ傾
斜ハ八十度以内ト爲スコ
ト 

ニ  梯子道ノ長十五米以上ナ
ルトキハ十米以内毎ニ踏
棚ヲ設クルコト 

三  梯子ノ上端ヲ床ヨリ六十
糎以上突出セシムルコト 

第六條 坑内ニ於ケル通路叉ハ梯子道
ガ捲揚装置ニ接近シ危害ヲ生
ズルノ虞アル場合ニ於テハ事
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業主ハ板仕切其ノ他ノ隔壁ヲ
設クベシ 

第七條 事業主ハ露天採掘場ニ於テハ左
ノ各號ノ規定ヲ遵守スベシ 

一  崩壊ノ虞アル表土ハ先ヅ
之ヲ除去シタル後採掘ス
ルコト 

ニ 浮石除去スルコト 

三  浮石除去ノ作業ニ必要ナ
ル傾斜ヲ保持スルコト 

四  砂礫其ノ他崩壊シ易キモ
ノヲ採掘スル場合ニ於テ
ハ危害豫防ノ爲適當ナル
段階ヲ附スルカ叉ハ安全
ナル傾斜ヲ保持スルコト 

五  落石ヲ防止スル爲採掘箇
所ノ下部ニ柵網其ノ他適
當ナル設備ヲ設クルコト
但シ採掘箇所ト其ノ他ノ
作業箇所叉ハ通路トノ間
ニ安全ナル間隔ヲ有シ落
石ニ因ル危害ヲ生ズルノ
虞ナキトキハ此ノ限ニ在
ラズ 

事業主適當ナル危害豫防施設
ヲ爲シ地方長官ノ許可ヲ受ケ
タルトキハ前項第三號ノ規定
ハ之ヲ適用セズ 

第八條 事業主ハ落磬ノ虞アル場合ニ於
テハ支柱其ノ他ノ落磬防止施設ヲ爲スベ
シ 

採掘叉ハ堀進中特ニ落盤ノ虞ア
ル場合ニ於テハ事業主ハ支柱材
其ノ他坑内支持ニ必要ナル材料
ヲ落盤防止作業上便宜ノ場所ニ
豫メ配置スベシ 

 

(中略) 

 

第十五條 事業主ハ竪坑内，四十度以上
ノ斜面叉ハ架空氣道ノ支柱上
其ノ他墜落ノ虞アル場所ニ於
テ勞働者ヲ作業セシムル場合
ニ於テハ腰網其ノ他ノ墜落防
止方法ヲ講ズベシ 

 

4.2 土木建築工事場安全及衛生規則（1937

（昭和 12）年 9 月 30 日内務省令第四一号） 

1938（昭和 13）年 1 月 11 日の厚生省の発

足に伴い，1938（昭和 13）年 10 月 20 日厚

生省令第 29 号に改正された。ここで制定さ

れた規則は 1947（昭和 22）年に制定される

労働安全衛生規則（旧安衛則）に大部分が引

き継がれており，例えば，土建規則第三條三

項は労働安全衛生規則（旧安衛則）第百十六

條と全く同一である。建設業における土砂

崩壊について初めて記載された条文であり，

該当箇所である第一條から第七條を下記に

示す。 

 

四，土木建築工事場安全及衛生規則（昭
和十二年九月三十日 内務省令第四一
號） 

改正 昭和十三年十月二十日厚生省令第
二九號 

 

第一條 本令ハ勞働者災害扶助法第一條
第一項第二號ノ事業ニ之ヲ適用ス 

第二條 事業主ハ工事場ニ於ケル危害
豫防及衞生ニ關シ一切ノ權限
ヲ有スル安全衞生管理人ヲ選
任スルコトヲ得 
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前項ノ規定ニ依リ安全衞生管理
人ヲ選任シタルトキハ事業主ハ
遲滯ナク地方長官（東京府ニ在
リテハ警視總監以下之ニ同ジ）
ニ屆出ヅベシ 

地方長官必要アリト認ムルトキ
ハ安全衛生管理人ノ改任ヲ命ズ
ルコトヲ得 

安全衞生管理人ハ本令ノ適用ニ
付テハ事業主ニ代ルモノトス 

第三條 事業主ハ崩壊ノ虞アル地盤ヲ
堀鑿スル場合（下堀スル場合ヲ
除ク）ニ於テハ危害豫防ノ爲安
全ナル勾配ヲ保持スルカ叉ハ
適當ナル土留ヲ設クベシ 

事業主ハ崩壊ノ虞アル地盤ヲ下
堀シ叉ハ崩壊ノ虞アル地盤下方
ニ於テ作業セシムル場合ニ於テ
ハ左ノ各號ノ規定ヲ遵守スベシ 

  一 十分ナル經驗ヲ有スル監視人ヲ
置キ絶エズ崩壊ノ危險ヲ監視セシムルコ
ト 

  ニ 不意ノ崩壊ニ因ル危害ヲ防止ス
ル爲適時安全ナル方法ニ依リ
堀鑿箇所ノ上部ヲ切落スコト 

  三 崩壊ヲ誘致スルノ虞アル雨水，
地下水等ノ排水ノ爲適當ナル處置ヲ爲ス
コト 

第四條 事業主ハ土石ノ崩壊叉ハ落下
に寄ル危害ヲ防止スル爲堀鑿
箇所ト其ノ下方ニ於ケル積込
其ノ他ノ作業箇所トノ間ニ安
全ナル間隔ヲ置クベシ但シ工
事場狭隘ナル爲已ムヲ得ザル
場合ニ於テ監視人ヲ置キ土石
ノ崩壊叉ハ落下ノ危險ヲ監視

セシムルトキハ此ノ限ニ在ラ
ズ 

第五條 事業主ハ落磐ノ虞アル場合ニ
於テハ支柱其ノ他ノ落磐防止
施設ヲ爲スベシ 

堀鑿中落磐ノ虞アル場合ニ於テ
ハ支柱材其ノ他坑内支持ニ必要
ナル材料ヲ落磐防止作業上便宜
ノ場所ニ豫メ配置スベシ 

第六條 事業主ハ落石ニ因ル危害ヲ防
止スル爲浮石ノ除去其ノ他適
當ナル處置ヲ爲スベシ 

第七條 事業主ハ物體ノ落下ニ因リ下
方ノ勞働者ニ危害ヲ及ボスノ
虞のアル場合ニ於テハ金網，板
圍其ノ他適當ナル設備ヲ爲ス
ベシ但シ已ムヲ得ザル場合ニ
於テ監視人ヲ置クトキハ此ノ
限ニ在ラズ 

 

 

4.3 土木建築工事場ノ安全及衛生ニ関スル

注意書（1926（昭和 11）年 3 月，社会局労

働部） 

土木建築工事場安全及衛生規則の施行か

ら 1 年遡った 1926（昭和 11）年 3 月に社会

局労働部から「土木建築工事場ノ安全及衛

生ニ関スル注意書 5)」が発行されており，16

項目にわたる注意書，附録一として昭和 7

年から 9 年の建設業災害統計，附録ニとし

て国際労働局安全委員会作成建築業安全規

則案が収録されている。土砂崩壊について

は第一項で触れられており，以下に示す。内

容は後の土木建築工事場安全及衛生規則と

似ており，これの基になったものと思われ

る。 
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土木建築工事場ノ安全及衛生ニ関スル注
意書（1926（昭和 11）年 3 月，社会局労
働部） 

 

第一 事業主ハ土石ノ崩壊又ハ落下ニ因
ル危害ヲ防止スル為左ノ事項ヲ遵守スル
コト 

 一 崩壊ノ虞アル地盤ヲ掘削スル場合
（下掘スル場合ヲ除ク）ニ於テハ
安全ナル傾斜ヲ保持スルカ又ハ適
當ナル土留ヲ設クルコト 

 

 ニ 崩壊ノ虞アル地盤ヲ下掘スル場合
ハ崩壊ノ虞アル地盤ノ下方ニ於テ
作業スル場合ニ於テハ左ノ條件ヲ
具備スルコト 

（イ）十分ナル經驗ヲ有スル監視人
ヲ置キ絶エズ崩壊ノ危険ヲ監視セシ
ムルコト 

（ロ）不意ノ崩壊ニ因ル危害ヲ防止
スル為適時安全ナル方法ニ依
リ掘削箇所ノ上部ヲ切落スコ
ト 

（ハ）崩壊ヲ誘致スルノ虞アル雨水，
地下水等ノ排水ノ為適當ナル處置ヲ
為スコト 

 三 掘削箇所ト積込其ノ他ノ作業箇所
トノ間ニ安全ナル間隔ヲ保有スル
コト但シ工事現場狹隘ナル為已ム
ヲ得ザル場合ニ於テ監視人ヲ置キ
土砂ノ崩壊又ハ落下ヲ監視セシム
ルトキハ此ノ限ニ在ラザルコト 

 四 落盤ノ虞アル場合ニ於テハ支柱其
ノ他ノ落盤防止施設ヲ為スコト 

 五 特ニ落盤ノ虞アル場合ニ於テハ支
柱材其ノ他坑内支持ニ必要ナル材

料ヲ落盤防止作業上便宜ノ場所ニ
豫メ配置シ置クコト 

 六 浮石ヲ除去スルコト 

 

（中略） 

 

第三 

 五 竪坑内，四十度以上ノ斜面又ハ架
空索道ノ支柱上の他墜落ノ虞アル
場所ニ於テ労働者ヲ作業セシムル
場合ニ於テハ腰綱其ノ他適當ナル
墜落防止方法ヲ講ズルコト但シ作
業上已ムヲ得ザルトキハ此ノ限ニ
在ラザルコト 

 

なお，附一として掲載されている昭和 7

年から 9 年の建設業災害統計統計は，建設

業の統計データとしては最も古いものであ

る。日本における労働災害統計は 1905（明

治 38）年に公布された鉱業法のもとでの鉱

山労働者の災害統計や，1911（明治 44）年

公布，1916（大正 5）年施行された工場法の

もとでの災害統計資料収集が始まりである。

工場法施行規則第 24 条によって，工場主に

対して，工場内で発生した休業 3 日以上の

労働災害について月報形式による報告義務

が課され，これらの労働災害統計がまとめ

られた「工場監督年報」が刊行されている。

建設業では労働者災害扶助法及び労働者災

害扶助責任保険法が施行された 1932（昭和

7）年からであり，「労働者災害扶助年報・

労働者災害扶助責任事業年報」として刊行

された 6)。これらの資料は確認できていな

いが，ここに記載された昭和 7 年からの統

計データはこれを基にしたものである可能

性が高い。 
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4.4 土木基本作業法（昭和十八年度安全研

究委員会報告） 

 昭和 21 年，財団法人土木建築厚生会から

「土工基本作業法 7)」という作業手順や注

意点について列挙した報告書が発刊されて

おり，昭和 18 年度の研究課題を昭和 19 年

12 月にまとめ，昭和 21 年に発刊したもの

である。 

土木建築厚生会は毎年安全研究委員会を

設けて土木建築工事の災害防止ならびに能

率増進を目的としており，委員長は厚生省

研究所 武田氏，以下 厚生省や警視庁，神

奈川県，ゼネコン各社（大倉土木（現：大成

建設），清水組（現：清水建設），鴻池組，

竹中工務店，銭高組，間組（現：安藤・間），

大林組，西松組（現：西松建設），日産土木

（現：りんかい日産建設））が名を連ねてい

る。この小冊子には土工道具のイラストや

名前，掘削時の手足の使い方まで詳細に記

載されており，掘削の仕方についても以下

の通り記載されている。 

 

（三）垂直面の掘鑿 

（略） 

掘鑿する面は自然崩壊を防ぐ爲一般に惑
傾斜を附けて斜面とすることが多く，之
を法をつけると言ふ。斜面の傾斜の度合
は土の質によって夫々異る。從って掘鑿
は豫め定められた傾斜を示す遺形になら
って仕上げる様にする。 

（中略） 

更に土が締って硬い場合には縦溝の他に
横溝を深く彫り，土體は楔を以て崩し落
とすが，掘鑿面の高さが大きいときには
段形掘取による。此の場合一段の高さが

〇米五〇乃至二米〇〇位になる様に階段
状に區畫して格段層を掘進み，最後に階
段部を取去って斜面を完成する。 

（中略） 

（四）壺掘り及布掘り 

（中略） 

此の場合も前同様左右の面に法をつける
ことが多く，土質により降雨等で崩れ易
い場合は各種の山留め法を講ずる。最も
簡単な山留めは法面に厚目の板を當て之
に切張をかふ程度である。掘り上げた土
は壺（布）掘内に崩れ落ちぬ様又其の土
の重みによって切取面が更に崩れるのを
防ぐ爲に，切取面の上角（法肩と言ふ）よ
り少なくとも〇米五〇の間には土を積ま
ぬ様，又土質が多量の場合は積土の高さ
は精々一米以下に止めなるべく外方に跳
ねる。 

 

湧水が多い場合は排水することや布掘り

（溝掘削）時に切張をするなど，現在も使わ

れている手法の原型が一部見受けられる。

しかし，50cm から 2m 高さごとに設けた小

段を最後には切り取ってしまうなど，おお

よそこの手順通りに作業をしていると事故

の危険性がある内容となっており，地盤工

学的な観点が当時は不足していたように見

受けられる。 

 

5. 労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号） 

1947（昭和 22）年 5 月 3 日の日本国憲法

施行に伴い，工場法および同法に基づく省

令等を参考として 1947（昭和 22）年 4 月 7

日に労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）

が制定され，同年 9 月 1 日に同法の大部分

が施行された。残余の部分は同年 11 月 1 日
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に施行された。これに伴い工場法は廃止さ

れた。 

この労働基準法の第 5 章（安全及び衛生）

（第 42 条から第 55 条）が安全および衛生

に関連する条文であり，後の安衛法のベー

スとなる。また，昭和 22 年（1947）9 月，

労働者の福祉と職業の確保を図り，経済の

興隆と国民生活の安定に寄与するため，労

働省が設置された。 

 

5.1 労働安全衛生規則（昭和 22 年労働省令

第 9 号）（旧安衛則） 

労働基準法に定めるこれらの安全衛生関

係規定を具体化するものとして，439 カ条に

上る労働安全衛生規則（昭和 22 年労働省令

第 9 号）（以下「旧安衛則」という。）と事

業附属寄宿舎規程（昭和 22 年労働省令第 7

号）が制定され 1947（昭和 22）年 11 月 1

日に施行された。 

これら労働基準法と労働安全衛生規則は，

工場法および同法に基づく命令や各府県の

取締規則をはじめとする戦前の安全衛生関

係法令を基礎にし，さらにそれまでの工場

監督行政の体験から得た事項や ILO 条約な

どを参考として制定されたものであり，そ

の内容は，概ね当時の国際水準に達してい

たと言われている 4)。このような，労働基準

法の第 5 章（安全及び衛生）および労働安

全衛生規則によって構成される労働安全衛

生法令は，統一性と普遍性など労働基準法

全体に通ずる特徴を当然のことながら備え

ていたという点において，対象となる業種・

規模が限定されていた戦前の安全衛生関係

法令の単なる統合ではなかった。例えば，従

来全く労働安全衛生法令が及ばなかった病

院や商店，事務所などで働く労働者にも，休

養室，健康診断，安全衛生教育などの規定が

適用されるなど，全ての労働者に安全衛生

法令による保護が及んでいくこととなった

ものであり，当時としては，現行の安衛法の

制定・施行にも匹敵する労働安全衛生に関

する立法であった 4)。 

1947（昭和 22）年 10 月 31 日労働省令第

9 号に制定された労働安全衛生規則（全 451

條）のうち，地盤について記載があるのは，

「第二編 第六章 崩壊，落下の予防」であ

る。以下にそれを示す。 

 

第二編 安全基準 

第六章 崩壊，落下の予防 

第百十六條 崩壊の危険がある地盤の下
で，労働者を作業させる場
合には，左の措置を講じな
ければならない。 

一  適時安全な方法によって
作業個所の上部を切り落
し，安全なこう配を保持
し，又は適当な土留を設け
ること。 

二 前号により難いときは，看
視人を置き作業を監視させる
こと。 

三 崩壊の原因となる雨水，地
下水等を排除すること。 

第百十七條 土石の崩壊又は落下の危険
がある掘さく個所と，その
下方における積込その他
の作業個所との間には，安
全な間隔を置かなければ
ならない。但し，作業場が
狭くやむを得ない場合に，
看視人を置き，作業を看視
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させるときには，この限り
ではない。 

第百十八條 落盤の危険がある場所に
は，支柱その他の落盤防止
施設を設けなければなら
ない。 

採掘又は掘進中，特に落盤
の危険がある場合には，支
柱材その他の坑内支持に
必要な材料を，落盤防止作
業上便宜な場所に配置し
なければならない。 

第百十九條 坑道又はずい道を掘る場合
に，水又はガスの噴出によ
り危険がある場合は，検知
孔をうがつ等適当な措置
を講じなければならない。 

第百二十條 露天採掘場では，左の事項
を行わなければならない。 

一 崩壊の危険がある表土は，
予めこれを取り除いた後採掘
すること。 

二 浮石を取り除くこと。 

三 浮石の取り除き作業には，
安全なこう配を保持すること。 

四  砂れきその他崩壊し易い
ものを採掘する場合には，
適当な階段をつけ又は安
全なこう配を保持するこ
と。 

五 採掘個所の下部には，さく
その他の適当な落石防止
の設備を設け，又は採掘個
所をその他の作業個所若
しくは通路との間に，安全
な間隔を置くこと。 

 

第百十六条は土建規則三条三項，第百十

七条は土建規則四条，第百十八条は鉱業警

察規則十五条，十六条，土建規則五条及び土

石規則八条，第百十九条は鉱業警察規則十

七条，土建規則十条一項三号，第百二十条は

土石規則七条と全く同じであり，これまで

の法令について集約したものであった。 

現行法の労働安全衛生規則第 356 条や

357 条にあるような具体的な数値基準はな

く，崩壊・落下・落盤の「危険」がある場合

に対処すべき事柄が挙げられている。また，

調査について言及されておらず，何をもっ

て安全なこう配とするのか等，中川一郎著

『詳細 改正労働安全衛生規則』8)の逐条解

説にも記載はなく，その手段については不

明瞭である。 

この労働基準法の関連省令であった労働

安全衛生規則は後の 1965（昭和 40）年に一

部を改正されており，この改正によって始

めて土砂崩壊防止のための具体的な規定が

盛り込まれる（旧 労働安全衛生規則第 163

条の 8，第 163 条の 9）。これについては後

述する。なお第百十七条については，昭和

47 年時点で削除されていることを確認して

いるが，いつ，どのような意図で削除された

かは不明である。 

 

5.2 労働安全衛生規則と鉱業警察規則と

の調整について（昭和 22 年 10 月 20 日，

商工省鉱山局鉱政課 鉱第三二三号） 

先に述べたように，昭和 22 年の労働安全

衛生規則が施行される前に，鉱夫の労働安
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全を規定した鉱業警察規則が既に存在した。

このため，昭和 22 年 10 月 20 日，商工省鉱

山局鉱政課より，鉱第三二三号「鉱業警察規

則と労働安全衛生規則との調整の件」が，同

年 9 月に設置された労働省の労働次官宛に

発出されている。 

 

鉱業警察規則と労働安全衛生規則との調
整の件（昭和 22 年 10月 20 日，商工省鉱
山局鉱政課 鉱第三二三号） 

 

労働基準法の施行により，こんご鉱業
警察はもっぱら鉱山の保安及び公益の保
護（鉱害の防止）の見地からの監督に限
られることとなるが，鉱山の保安に関す
る事項と鉱夫の生命の保護に関する事項
とは坑内においてはその大部分が密接不
可分の関係にありその限界は極めて不明
確であるので，これを規制する鉱業警察
規則と労働安全衛生規則の規定内容につ
いてはできるだけ重複規定をなくすると
ともにその運用についてもこの点を十分
に考慮して，右に基づく二重監督の弊を
極力防止するよう調整を図ることが緊要
であり，このことは特に現下最大の要請
である石炭の生産を確保する上からも第
一に心がけねばならぬことであると思
う。 

しかるに鉱山における保安の確保は当
然鉱夫の生命の保護をカバーするのみな
らずそのことは同時に生命の基礎要件を
なし，最優先的に取り扱わなければなら
ないのであるから，他の一般労働条件の
如く生産のためこれを犠牲に供するが如
き虞れは存在する余地が無い。更に又，
その安全が地賃鉱床の自然的條件に左右

されること極めて多く，且つ労働者の作
業場所が絶えず移動して行く鉱山にあっ
ては，その開設計書乃至掘削計画を離れ
て保安を離れて保安を論ずることは不可
能である。かかる事実に鑑み別紙のよう
な要領で右の調整を図るのを至当と考え
るから，よろしく措置されたい。 

 

別紙 

 

鉱業警察規則と労働安全衛生規則との調
整要領 

 

一，規定の内容に関する事項 

(1)もっぱら鉱夫の安全及び衛生の保護
に関する事項はこれを鉱業警察規則より
除外し，労働安全衛生規則の専管とする
こと。（鉱警 30 条，37-48 条，53 条，55

条の中 1 号，56条の中 5号，57条-70条，
74 条，石爆 14条後段，25 条） 

(2)鉱山の保安及び公益の保護（鉱害の防
止）に関する事項であって，鉱山に特有
のものは，これを鉱業警察規則の専管と
し，労働安全衛生規則には規定しないこ
と。（鉱警 15条第 2 項，17 条，20-29条，
31 条，32条，34 条，35条，36 条 2 項，
55 条の中 2-5 号，7-10 号，56 条の中 1-4

号，石爆 14 条後段，25 条，26 条を除き
全部） 

(3)前号に掲げた事項でも一般工場事業
場にも通有のものは，その限度において，
これを労働安全衛生規則に規定すること 

(4)基準法に基く安全管理者その他の係
員であって，鉱業法に基き既に鉱山にこ
れらに該当する職員を設置しあるもの
は，これらの者を以て前者に代え得るも
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のとすること 

 

二，規則の運用に関する事項 

(1)坑内外とも衛生（鉱夫住宅，危険有害
業務，坑内衛生設備等）及び鉱夫個人の
危険防止（坑内にあっては通路，梯子道，
墜落防止等）に関する事項は，専ら労働
基準監督官が所掌するものとし，鉱務監
督官はこれにタッチしないこと。 

(2)坑内の保安（通風，坑内火災，爆発，
安全燈，石炭坑における発破，落盤等）に
関する事項は，専ら鉱務監督官が所掌す
るものとし，労働基準監督官は直接には
これにタッチしないこと。 

(3)坑外の保安及び公益の保護に関する
事項については，鉱夫の安全及び衛生の
保護に関係ある限度において，両者の共
通の所掌ろすること。 

(4)前号の共通の所掌事項（特に許認可事
項）に対する監督に齟齬なからしめるた
め，労働者基準局内に特に鉱山課を設置
せられたと同趣旨にあり，地方において
もその管轄区域にかかわらず，鉱山につ
いて専門の労働基準監督官を置き，原則
として商工局又はその出張所の所在地に
駐在せしめ双方の連繫を密にすること。 

 前項の労働基準監督官と鉱務監督官の
人事交流を活発に行うこと。 

 

この文書では，先にあった鉱業警察規則

と労働安全衛生規則とで調整を図ったこと

がうかがえる。また，1947（昭和 22）年 9

月労働省が設置されるとともに， 7 道県労

働基準局には鉱山課が，それ以外の局には

監督課に鉱山主務係官が置かれた。 

 その後の経緯については濱口桂一郎著

「日本の労働法政策 9)」が詳しく，以下に引

用する。 

 

 法制的には労働基準法の施行と合わせ
て鉱業法第 71条第 2 号の「生命及衛生ノ
保護」が削除され，労働省の所管となっ
たはずであった。ところが，商工省と労
働省の間で話合いがつかず，労働省は労
働安全衛生規則の制定に当たって，鉱業
における安全については当分の間規則を
適用しない旨の除外規定を設け，折衝を
進めた。その結果，労働基準法及び鉱業
法に基づく命令として「鉱業保安規則」
を作成し，両省の共同省令とすることで
成案を得たのだが，その後鉱山保安の実
効を全うするにはこれを単独省令とすべ
しとの意見が有力となった。炭労はじめ
労働組合側は労働省所管を主張し，鉱山
経営者側は商工省所管を主張した。 

 両省間の折衝が進まない中，1948 年 6

月与党の社会党政務調査会で「炭鉱，鉱
山の労働保安行政は労働省の所管」との
決議がされたがそれ以上進展せず，同年
8月GHQから早く決定せよとの指令を受
け，その後自由党の吉田茂内閣になって
から同年 12 月，「鉱山（炭鉱を含む）に
おける保安行政は，石炭増産の必要上，
商工大臣が一元的に所管すること」，「商
工大臣は，鉱山における労働者の生命の
保護及び衛生に関する労働大臣の勧告を
尊重すること」という閣議決定がなされ，
鉱山の安全行政は業から独立した労働行
政ではなく業所管行政が併せて所管する
という奇妙な姿が維持されてしまった。
労働者の生命よりも石炭の増産の方が大
事だったというわけである。 
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 ちなみに，上記結論に至る一つの背景
事情として，この時期いわゆる傾斜生産
方式として，基幹産業である鉄鋼，石炭
に資材・資金を重点的に投入し，それを
契機に産業全体の拡大を図るという政策
が採られていたことがある。石炭増産が
国策だったのである。また，社会党・民主
党による片山哲及び芦田均内閣において
最優先課題として石炭産業の国家管理が
進められ，これをめぐって激しい政治的
対立があったことも念頭に置く必要があ
ろう。 

 こうして 1949 年に鉱山保安法が成立
し，その第 54条に「労働大臣は，鉱山に
おける危害の防止に関し，商工大臣に勧
告することができる」，「労働省労働基準
局長は，鉱山における危害の防止に関し，
鉱山保安局長に勧告することができる」
という申し訳のような規定が設けられ
た。労働基準法第 55 条の 2 には鉱山保安
の適用除外が規定され，労働省労働基準
局の鉱山課も廃止された。 

 しかし，労働安全すなわち労災の防止
は商工省の所管になっても，その不備の
結果として生じる労働災害への対応は労
働省の所管に変わりはない。戦後炭鉱労
働政策の軸の一つは，いわば商工行政（＝
通算行政）の尻ぬぐいとしての労災補償
対策となっていった。 

 

引用：濱口桂一郎，日本の労働法政策，労
働政策研究・研修機構，pp.467-468, 2018. 

 

 

5.3 土砂崩壊に関する旧労働安全衛生規則

の改正について 

 

昭和 22 年の旧安衛則制定当時から昭和

47 年の新安衛則に至るまで，土砂崩壊に関

する条文に追加や削除がみられ，本節では

それらについてまとめる。また，土砂崩壊に

よる労働災害についてまとめられた小冊子

が発行されており，これらの分析結果が法

令内容の根拠となっているため，これらに

ついても紹介する。 

 

5.3.1 土の切取工事の安全 

1952（昭和 27）年 5 月「土の切取工事の

安全 10)」という小冊子が労働省労働基準局

から発行されている。ここでは昭和 25 年お

よび昭和 26 年の上半期に発生した土木工

事における死亡災害および休業 8 日以上の

災害について分析しており，土砂崩壊によ

る労働災害の割合が高く，特に切取り工事

における死亡率が非常に高いことを指摘し

ている。また 10 件の災害事例の詳細を紹介

し，その原因を記載している。第 3 章安全

管理では，安全管理責任者の選任，第 4 章

労務管理と安全では，労働者の適正配置，労

働者の作業訓練，監督制度について記載さ

れている。第 5 章作業管理と安全には地質

調査，工事位置の地質に応じた施工方法が

言及されており，小段を設けることや，排水

の重要性，看視人の配置，土留めの必要性，

掘削した土砂の積み方など，現在でも重要

とされる事柄について具体的な数値基準は

無いものの，労働安全衛生規則よりもう一

歩踏み込んだ施工方法について指摘されて

いる。 

 

5.3.2 安衛則 第百二十条のニの追加 11) 

昭和 24 年 11 月，労働基準行政の能率的
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運用の見地から労働基準法に基づく関係諸

規則がすべて改正されるにあたって，その

一環として労働安全関係条項も改正された。

この改正は，労働基準行政における業務態

勢の能率化を期するため事務の簡素化を図

ることを主眼とし，同時に，従前，形式的事

項にとらわれて一般国民に対し煩さな手続

きや負担を課していた点を改めるとともに，

規則施行後の経験に鑑みて実情に即しない

と認められる部分を修正し，あわせて規定

の不備を一部整備したものであって，基準

の実態に触れる改正ではなかった。 

労働安全衛生規則の安全関係条項の改正

は，ついで，昭和 27 年 9 月に行われた。こ

れは昭和 26年 7月の政令諮問委員会の答申

（労働基準法関係諸規則については，各産

業の実情に即応するように再検討を加えて

所要の改正を行うこと，手続きの簡素化を

図ること）を尊重して行われたものであっ

て，専任の安全管理者の選任（第一条のニ），

安全装置の有効保持（第十条のニ），と石車

の速度試験（第七十七条のニ），岩石切取作

業場における措置（第百二十条のニ），保護

帽の着用（第百二十九条のニ），中圧アセチ

レン溶接装置（第三百七十六条のニ及び三）

その他衛生基準とあわせて約二十項目にわ

たる新たな基準の設定及び建設物設備の設

置届の簡素化等をその内容とした。 

 こうして施行された旧安衛則第百二十条

のニおよび関連通達を以下に示す 12)。 

 

第百二十条のニ 岩石の切取作業場にお
いては，左の事項を行わなければならな
い。 

 

一 切取箇所の上部の表土を予め取り除

き又は土石の落下を確実に防止するため
の設備を設けること。 

 

ニ 落下の危険がある浮石又は岩石は，
予め取り除くこと。 

 

三 墜落の危険がある法面における作業
においては，労働者に命綱を使用させる
こと。 

 

四 切取箇所の下部で労働者を作業させ
る場合には，岩石の落下に対して看視人
を置くこと。 

 

② 前項第三号の作業を行う場合には，
労働者は，命綱を使用しなければならな
い。 

 

昭二七・九・二〇 基発第六七五号，昭三
三・二・一三 基発第九〇号 

 

岩石の切取作業場 

 

本条の岩石の切取作業場とは，岩石の採
取，道路建設工事，水力発電建設工事等
における岩石の切取作業場をいうもので
あること。 

 

 

 

5.3.3 ハンドブック「土砂くずれ」 

 1955（昭和 30）年 12 月 15 日に広島労働

基準局安全衛生課から「土砂くずれ＝基本

的な考え方＝13)」というハンドブックが発

刊されている。ここには現在の土木学科の

大学生が土質力学で習うような基本的な斜
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面安定計算方法が列挙されており，専門的

な内容となっている。粘着力と内部摩擦角

による基本的な土質力学をはじめ，1948 年

にテイラーによって発表された「テイラー

の安定図表」や， 1927 年にフェレニウスに

よって提案されたフェレニウス法による斜

面安定計算方法についても紹介されている。

また参考文献には，最上武雄「土質力学 

(1951)16)」，K. Terzagi and R. Peck「Soil 

Mechanics in Engineering Practice (1948)」，D. 

W. Taylor「Fundamentals of Soil Mechanics 

(1948) 」， Tschebotalioff 「 Soil Mechanics, 

Foundations and Earth Structure (1951)」等の

名著が並び，この時点で既に，当時の最先端

である地盤工学を基にした労働災害防止対

策が試みられていたものと考えられる。 

 

 

5.3.4 労働基準局通達（昭和 34 年 5 月 15 日 

基発第 367 号） 

 昭和 34 年からそれまで遅々とした安全

規則の整備状況が一変し，急速に安全関係

法令の整備が進んだ。この背景について改

正労働安全衛生規則の解説−明り掘削関係

−11)が詳しく，引用して詳述する。 

 

戦後の産業災害は年々増加傾向であ
り，これを統計数字によってみると，昭
和 32 年における労働災害の死傷者数は
70 万 9 千人に達し，これを昭和 25 年に
おける死傷者数 54万人に比較すると，実
に 31％の増加となっている。なお，死傷
年千人率についても，昭和 25年には 48.8

であったものが，昭和 32 年には 50.6 に
なっている（平成 30 年は 2.3）。他面，こ
のような産業災害の発生に伴って企業の

こうむる経済的損失は昭和 32 年におい
て 1500 億円と推算された。しかし，この
まま放置すると 5 年後の昭和 37 年にお
いて推定死傷者数は 86万人に達し，これ
に伴う産業界の経済的損失は，2200 億円
に及ぶものと憂慮された。 

 このような状況に対処して，政府にお
いては，産業災害防止のための抜本的な
対策について検討した結果，昭和 33 年 8

月閣議了解に基づいて「産業災害防止総
合五カ年計画」を発表した。（これは現在
の「第 13次労働災害防止計画（2018 年 4

月～2023年 3月）」の第 1 次にあたる。）
同計画は，一言にしていえば，五年後に
おける災害発生予想件数を半減せしめる
ことを目標とするものであり，その具体
的方途として，広く国民各界の有識者を
網羅した臨時産業災害防止懇談会を内閣
に設置した。同審議会は活発な審議の結
果，昭和 33年 11 月 20 日，当面の産業災
害防止対策について意見をまとめ，岸内
閣総理大臣に対し意見書を提出した。 

 同意見書は，さきに政府が発表した産
業災害防止総合五カ年計画の樹立推進に
ついて全面的に賛意を表するとともに，
1）産業災害防止計画の樹立推進，2）重
大災害防止対策，3）中小企業災害防止対
策，4）産業安全教育，5）法令の検討整
備，6）広報活動，7）行政能率の改善，8）
鉱山災害防止対策の 8 項目に分けて，講
ずべき諸方策を示した。そして，右諸方
策中の 5）法令の検討整備については，
「重大災害のひん発とその発生原因の実
情にかんがみ急を要するもの，例えば，
煙火爆発，崩壊，ボイラ及び圧力容器，揚
重機等について関係規則又は基準を至急
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改正するとともに，労働基準法，鉱山保
安法，消防法，交通運輸関係法規等現行
法令において，最近の技術の進歩並びに
設備の近代化に即応する必要のあるもの
のその他現状に即しないものについて，
全面的に検討を加える」べきであると指
摘した。 

 一方，労働大臣の諮問機関である中央
労働基準審議会においても，前述のよう
な災害の発生状況にかんがみ，昭和 33年
9 月労働大臣に産業災害の防止に関する
建議を行った。同建議は，1）産業災害防
止のための監督機関の措置，2）関係者の
積極的な協力，3）労働安全法規の検討整
備，4）総合的災害防止対策の樹立と労働
基準監督機関の充実強化，の 4 項目に分
けて見解を表明し，政府においてこれを
斟酌して適当な措置をとるべきであると
している。そして，右諸方策中 3）労働安
全法規の検討整備については，「災害防止
を目的とする現行の労働安全衛生規則を
みつに，施行後十年を経過しているため，
その間における科学技術の急速な進歩そ
の他により必ずしも実情に即さないと認
められる規定もなしとしないし，又補充
を要する部分も少なくないので，この際
技術の進歩に即応させるとともに，災害
防止上必要な事項を整備する等，労働安
全法規について検討整備を行う必要があ
ると考えられる」旨指摘している。 

 また，労働者においても，かねてから
産業安全の推進に努力を重ねてきたが，
災害の発生が安全法令の不備に由来する
場合が多くまた，科学技術の進歩に照し
て規定の内容が不備であることを痛感
し，労働安全衛生規則の各条項について

改正のための検討を続けてきたところで
あった。 

 かくして，昭和 34 年からの労働安全衛
生規則の改正が急テンポで行われること
になった。 

 

 

土砂崩壊による労働災害に対しても，昭

和 34 年時点で依然として災害が減らず，

1959（昭和 34）年 5 月 15 日に労働基準局通

達（昭和 34 年 5 月 15 日 基発第 367 号）

が発出された。本通達も上記の流れを受け

て検討されたものと推察する。以下にその

内容を示す。 

 

昭三四・五・一五 基発第三六七号 

 

労働安全衛生規則第百十六条及び第第百
二十条の運用 

 

労働安全衛生規則第百十六条及び第第百
二十条にいう安全なこう配については，
元来，これが土質，天候，地形等の環境条
件によって異なり，これを科学的に明示
することが不可能であるため，同条項に
よる監督指導に徹底を期し難いうらみが
あったが，最近，土砂崩壊による重大災
害が続発する傾向にあることを鑑み，同
条項の運用に当っては，左記事項に留意
し，土砂崩壊災害の防止に遺憾なきを期
されたい。 

 

（一）安全なこう配について 

「安全なこう配」とは，法面が崩壊を起
さず安全に保たれるこう配をいう。 
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安全なこう配は，理論的には，粘着性の
ない土砂では，内部摩擦角，粘着性のあ
る土砂では，内部摩擦角，粘着力及び法
面の高さにより定まるものであり，現実
に算定するに当っては，この他各種の条
件を考慮に入れる必要があり，相当な困
難を伴うものであるが，災害多発の状況
を鑑み，高さ二米以上の法面の下におけ
る作業については，別途送付する安全資
料「土砂崩壊災害の防止」を参考として
当該現場の地質，気候等の特殊条件を勘
案の上作業箇所毎に，勾配の基準を決定
して，監督指導されたいこと。なお決定
するこう配の基準は，ち密な岩盤及び堅
硬な粘土の場合を除き七五度を超えない
こと。 

 

【すかし掘の禁止】 

（一） 第一号は土砂の切取作業にあた
ってはすかし堀を禁止することを含む趣
旨であること。 

 

【適当な土留】 

（ニ） 「適当な土留」とは，矢板，石
積，コンクリート擁壁等で，法面の崩壊
を充分防ぐことが出来る設備をいう。 

 

【前号により難いとき】 

（三）第二号の「前号により難いとき」と
は，地形の性質上，上部から安全なこう
配を保持して，土砂を落とすことができ
ない場合をいう。 

 

【看視人】 

（四）第二号の看視人は十分な経験を有
する者を切取作業現場毎に専任させるも

のとすること。 

 

 

第百二十条 

 

【崩壊の危険がある表土】 

（一）第一号の「崩壊の危険がある表土」
とは基岩上にのっている，岩石風化物，
腐蝕土，又は堆積土であって，基岩の採
掘，振動，気温変化，水のしん透等により
崩れ落ちるおそれのあるものをいう。 

 

【浮石】 

（ニ）第二号の「浮石」とは，玉石，礫，
岩石の砕屑物，又は基岩より遊離してい
る岩石であって，振動，気温変化，水等の
影響により落下するおそれのあるものを
いう。 

 

【第三号の解釈】 

（三）第三号は，浮石を取り除いたこと
によりこう配が急となってその上部が崩
壊するおそれを生ずる場合に，其の部分
を安全なこう配に整形することと解する
こと。 

 

【適当な階段】 

（四）第四号の「適当な階段」とは高さが
崩壊の危険のない高さであり，かつ，作
業面が作業のために，又崩壊の際に容易
に退避出来るのに必要な広さを有するも
のであること。 

 

【すかし堀の禁止】 

（五）第四号は，すかし堀を禁止する趣
旨を含むものであること。 
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昭和 39 年 12月 25日「加除式 安全衛生
六法 12)」より引用しているため，実際の
表記とは異なる場合がある。 

 

 

5.3.5 安全資料 土砂崩壊災害の防止 14) 

1959（昭和 34）年労働基準局通達（昭和

34 年 5 月 15 日 基発第 367 号）とともに

送付された労働省労働基準局安全課 安全

資料 B-5 「土砂崩壊災害の防止」の冒頭に

は，「建設事業における土砂や岩石の崩壊，

落下による災害の防止については，さきに

昭和 27 年 5 月，「土の切取工事の安全」と

題する小冊子を発行して関係者の留意をう

ながしたのであるが，その後災害は依然と

して減少の傾向をみせず，誠に憂うべき状

態である。14)」と綴られている。 

この「土砂崩壊災害の防止」には，1954（昭

和 29）年から 1958（昭和 33）年に発生した

重大災害 64 件について詳細な分析が記載

されている。具体的には水との関係，勾配，

土質，すかし掘りの有無，作業内容，斜面切

取と掘下げの別，発破，発生月，看視人の項

目について分析している。災害防止対策で

は，地質調査による地盤強度を把握するこ

との重要性，地盤強度を基にした切取勾配

と高さの決定，水の影響の考慮，段掘りの実

施，すかし堀りの禁止，土留を設けること，

看視人の配置，気象条件の考慮，点検の必要

性について強調して訴えている。特に掘削

の高さと勾配については，地盤調査によっ

て得られた内部摩擦角と粘着力によって計

算すること，水が含むと強度が変化するこ

とから含水比に応じた検討もすることを推

奨しており，粘土質地盤では，掘削勾配に応

じた限界掘削高さの表を示している。また，

法面高さが 2 m を超えると災害が多くなる

ことから，高さ 2 m 程度で小段を設けるよ

うに促している。これらは，現在の土砂崩壊

による労働災害の対策にも全く同じことが

言え，地盤工学を積極的に取り入れた当時

の見識の高さが伺える。 

また，労働災害 42 事例が図や写真つきで

紹介されており，事故の詳細が公開されて

いる。また巻末には参考資料として地盤強

度（内部摩擦角と粘着力）を使った具体的な

安定計算例も記載されている。現在でも日

本の土質力学において金字塔として扱われ

る名著，最上武雄による「土質力学 (1951)16)」

の中では，斜面安定解析手法として円弧す

べりを仮定した解法が記載されているが，

この安全資料では，すべり面を直線と仮定

する平面ひずみ法で計算方法が紹介されて

いる。当時，この資料の作成に携わった前郁

夫氏，加来利一氏によると，当時の災害の崩

壊形状で円弧すべりが極僅かであり，その

ほとんどが直線すべりであったことから，

この計算方法を採用している 15)。 

 

5.3.6 昭和 40 年の旧安衛則の改正 

 改正の経緯は当時の解説 11)が詳しく，以

下に引用する。 

 

先述のとおり，昭和 33年の産業災害総
合五カ年計画を受けて，昭和 34 年以降，
急速に安全規則の整備が成されてきた。
建設業における労働災害発生状況をみる
と，死亡者も含めて休業 8 日以上の死傷
者の数は，昭和 39 年においても 12 万人
を超えている。全産業の死傷者数は 42 万
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8558人であるので，建設業は全体の 28％
におよぶ。また，災害発生年千人率は，各
種の災害防止対策の実施等によって逐年
好転しつつあったとはいえ，他の産業と
比較すると，鉱業（145.3），貨物取扱業
（76.2）及び林業（63.8）についで建設業
（41.0）と高率を示していた。このこと
は，建設業においては，貨物取扱業，林業
等と同様，いわゆる屋外労働が主体であ
って，一般の製造工業（15.3）等に比して
作業自体が災害発生要因と結びつきやす
い特殊性を有していることによるものと
考えられていた。反面，その故に建設業
に対しては，災害防止対策の面において
も特に充実を期すべき必要性の存するこ
とを物語るともいえる。 

 このような観点から，労働省において
は，建設業における労働災害の防止につ
いては今後とも安全行政の重点対象とし
て各般の施策を講じて行くことはいうま
でもないが，その一環として，建設工事
に適用すべき労働安全関係法令の整備充
実をはかっているとこであった。 

 労働安全衛生規則等の中で，建設工事
における災害防止を直接的に主眼とする
条項としては，労働安全衛生規則におけ
る型わく支保工，足場，くい打ち機，崩壊
落下の予防等の各章並びにクレーン等安
全規則におけるクレーン，デリック，建
設用リフト等の各章のほか，発破，電気
関係等の条項を含めれば，かなりの数が
あげられるのであるが，これら条項は，
崩壊落下の予防を除き，すべて当時にお
ける災害の実情に対処して，改正または
制定されて相当程度完備した規制となっ
ているものばかりであった。しかしなが

ら，これらの事項以外の事項，すなわち
崩壊落下の予防をはじめとして，他の各
種の作業に関する規制事項は極めて貧困
であった。たとえば飛来崩壊災害に関し
ても，規制条項はきわめて抽象的であっ
て，作業の実態に照らし，災害防止の実
際的措置を講ずる上で不備といわざるを
えなかったとしている。 

 そこで，労働省では，このように現行
の規制が不備の分野であって，従前の災
害事例に徴し，災害防止上早急に規制の
整備を要すると認められる事項につい
て，かねて検討を進めてきたのであるが，
各種作業のうち，当面，掘削作業に関し
て必要な基準の設定及び明確化を図るこ
ととし，そのための労働安全衛生規則の
一部改正を行うこととしたのである。 

 労働省においては，以上の経緯に基づ
き，掘削作業に係る労働安全衛生規則の
一部改正について，昭和 37 年 11 月 30

日，中央労働基準審議会（会長 石井照
久氏）に諮問した。この諮問にあたって，
労働省当局がその要綱として示したもの
は次のとおりであった。 

 

労働安全衛生規則改正案要綱 

 

一 ずい道建設工事における災害の防
止 

 ずい道建設工事における落盤及び落
石による災害，掘さく機械，積込機械
等の機械類の取り扱いによる災害，工
事用諸材料の取扱いによる災害等の発
生状況にかんがみ，支保工の要件，機
械類及び工事用諸材料の取扱いの基準
等ずい道建設工事における災害の防止
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のために必要な規制を設けることとす
ること。 

 

ニ 掘さく作業（ずい道建設工事及び
採石場におけるものを除く。）における
災害の防止 

 掘さく作業における災害の防止に関
する現行の規定は，掘さくの方法，規
模等の変化に伴い，必ずしも実情に即
しないものとなっているので，これを
全面的に改正し，掘さくの基準，作業
の方法等掘さく作業における災害防止
のため必要な規制を整備することとす
ること。 

 

三 採石業における災害の防止 

 最近の採石場における災害の発生状
況にかんがみ，現行規定の明確化を図
るとともに，坑による採石の基準を新
たに設けることにより，採石業におけ
る災害の防止のために必要な規制を整
備することとすること。 

 

同審議会においては，諮問事項のうち，
まず，明り掘削作業関係について具体化
を図ることとした。しかし，その審議方
法について検討した結果，改正の対象と
する事項は，きわめて専門的，技術的な
事項であり，改正案要綱に示された趣旨
を具体的な規制事項として明確化して行
くためには，専門的，技術的な見地から
の慎重な審議が必要であるという観点か
ら，まずこれを同審議会の専門部会であ
る産業安全部会（部会長 野口三郎氏）
において審議し，その結果についてあら
ためて総会において審議することとし

た。 

 産業安全部会の審議にあたっては，審
議会委員である同部会委員のほかに，特
に今回の改正に関する審議のために，改
正対象事項に関する専門家として臨時委
員が委嘱され，審議の慎重が期されるこ
ととなった。産業安全部会の委員は次の
とおりである。 

［公益代表］ 野口三郎（全安連専務理
事） 

［労働者代表］入江正治（合化労連副委
員長），増子利夫（電機労連中執），山崎
達夫（全日通中執） 

［使用者代表］折井日向（日本鋼管労務
部長），古屋徳兵衛（松屋社長），山岡憲
一（東京重機社長） 

［臨時委員］岩井喜八郎（大成建設主任
研究員），神保正義（道路公団工務第一課
長），鈴木善三（電源開発工事課長代理），
須田進吾（全建総連中執），田丸陸太郎（間
組技術局次長付），堤正紀（前田建設土木
部次長），富田善明（国鉄建設局線増課
長），中岡二郎（武蔵工大教授），永井久
雄（大林組研究室東京分室長），成田豊信
（日建協），最上武雄（東京大学工学部教
授），山高茂（建設省建設業課建設専門官） 
 

 産業安全部会は昭和 38 年 3 月 29 日，
4 月 24 日，5 月 16 日，8月 7 日，8月 28

日，9 月 12 日，10 月 10 日，10 月 28 日
及び 11 月 11 日の合計 9 回にわたり開催
され，終始各委員による活発な討議がな
された結果，詳細な規則事項の具体案と
ともに，次の要望事項を結論として審議
を終了した。 

一 土木工事における土止支保工の材
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料の許容応力の基準について検
討を加え，その具体化をはかるこ
と。 

ニ 建設工事おける各種作業を行なう
場合の照度の基準については，さ
らに必要な検討を加え，明確な基
準を設定するよう努めること。 

三 建設工事において使用する簡易な
物揚装置，さん橋等の仮設設備に
ついても，別途検討を加え，その
安全確保のための基準を整備，明
確化すること。 

四 建設工事関係の各種作業主任者に
ついては，将来一定の資格制度を
検討するとともに，これらの者に
対する関係法規の周知措置等に
ついても配意すること。 

野口部会長は右の結論をもって，産業
安全部会の審議結果として中央労働基準
審議会の総会に報告することとし，審議
は再び同審議会の総会の場に移された。 

 総会は，同年 11 月 19 日に開催され，
野口部会長から報告された産業安全部会
の結論について審議会を行なった結果，
同部会の審議結果の内容をもって同審議
会としての答申の内容とすることに決定
し，同審議会は，これによって 11 月 22

日労働大臣に答申を行なった。 

 労働省では右の答申を受けた後，その
内容について検討した結果，改正の方途
として適切と認められたので，答申によ
る規制事項案をもってあらためて労働安
全衛生規則改正案要綱とし，同要綱につ
いて労働基準法第 113 条の規定による公
聴会を開催した。 

 公聴会は昭和 28 年 12 月 4 日東京で，

12 月 10 日大阪でそれぞれ開催された。
公聴会において開陳された意見をみる
と，労・使・公益各側の公述人とも今回の
改正は時宜に適したもので賛成であると
したが，個々の事項については，改正案
要綱全般にわたって新たな観点から種々
の修正意見が表明された。 

 労働省においては，右の公聴会におけ
る公述意見に基づいて，改正案要綱全般
についてあらためて慎重に検討を加える
とともに，さらに最後的に関係現場等に
ついて実態調査を行い，規制内容の適確
を期した上，改正規則案の作成に着手し
た。 

 かくして，明り掘削作業について規制
する「労働安全衛生規則の一部を改正す
る省令」は，中央労働基準審議会におけ
る慎重な検討を経た答申を得た後，各界
の意見をも十分に採り入れて検討され，
さらに，法技術的な条文整備がなされた
上，昭和 39 年 12月 28日，労働省令第二
十七号をもって公布され，昭和 40 年 4 月
1 日から施行されることとなった。 

 昭和 40年の改正条文は，規則第十条第
一項第十二号で明らかなように，「ずい道
の掘削その他たて坑以外の坑の掘削及び
採石法第二条に規定する岩石の採取のた
めの掘削」については適用されない。改
正の要点は，次のとおりである。 

1 地山の掘削の作業及び土止め支保工の
作業について作業主任者制度を設けた
こと。 

2 手掘りによる掘削作業について掘削面
の高さ及びこう配の基準等を新たに定
めたこと。 

3 土止め支保工の構造の要件を明確にし
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たこと。 

4 最近における災害の発生事例等に徴
し，潜函内作業等についての規制の充
実化を図ったこと。 

 

 

 

具体的には，土砂崩壊に関する条文とし

て第一編 総則 第一章 安全管理 第十条第

十二項及び第十三項，第二編安全基準第十

章の三明り掘削の作業（第百六十三条の七

から二十五），第十章の四ずい道等の建設の

作業（第百六十三条の二十六から五十二）第

十章の五採石作業（第百六十三条の五十三

から六十九）が追加された。 

 

5.3.7 旧安衛則第百六十三条の八（現行安衛

則 第 356 条）の掘削こう配規定について 

 

 土砂崩壊に関する法令について特筆すべ

きは，旧安衛則第百六十三条の八にて手掘

りでの掘削勾配について具体的な数値をも

って規定されたことである。この背景は伊

藤らがまとめた論文 15)が詳しく，科学的な

検討がなされたことが推察される。伊藤ら

が論文の執筆にあたり，当時立法に携わっ

た加来利一氏のヒアリングや，共著者であ

る前郁夫氏によると，旧安衛則第百六十三

条の八の勾配規定にあたっては，以下 2 点

が大きな根拠となったとしている。 

1) 1959（昭和 34）年労働基準局通達（昭和
34 年 5 月 15 日 基発第 367 号）により
高さ 2m 以上の法面下作業について，緻
密な岩盤及び堅硬な粘土を除いて 75 度
を超えない勾配の基準とするように指導
を行なっていたこと 

2) 1954（昭和 29）年から 1958（昭和 33）年
に発生した重大災害 64件の分析結果 

なお，1962（昭和 37）年に前 17)は土砂崩

壊による労働災害について 1954（昭和 29）

年～1958（昭和 33）年に発生した重大災害

64 件について分析した結果を「土と基礎（現 

地盤工学会誌）」に投稿している。これは先

の安全資料「土砂崩壊災害の防止」と重複す

る内容である。 

この旧安衛則第百六十三条の八および第

百六十三条の九は，昭和 47 年に制定された

労働安全衛生規則第 356 条や第 357 条に引

き継がれている。 

 

5.3.8 昭和 47 年改正直前時点で削除されて

いた条項 

昭和 46 年の労働安全衛生規則を確認す

ると，第一編 総則 第一章 安全管理 第十

条第十四項，第十五項及び第十六項が追加，

第百十七条が削除されている。詳しい経緯

と時期については不明である。 

 

  

Ｄ．考察 

わが国において，土砂崩壊による労働者

の安全が法令に記載されたのは，1890（明治

23）年に制定された鉱業条例が最初であり，

その後，鉱業から土石採取業，建設業へと拡

大していった。建設業において土砂崩壊に

関する条文が最初に確認されたのは 1937

（昭和 12）年に労働扶助法に基づいて制定

された土木建築工事場安全及衛生規則であ

った。建設業では昭和 7 年から労働災害統

計が収集されており，これを基にして規則

化された可能性がある。1947（昭和 22）年，

日本国憲法の施行に伴い労働基準法が制定
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され，さらに安全衛生関係規定を具体化す

るものとして，労働安全衛生規則が制定さ

れた。土砂崩壊に関する条文は，鉱業警察規

則，土石採取場安全及衞生規則，土木建築工

事場安全及衛生規則から集約されており，

掘削高さや勾配等，具体的な数値基準を示

すものはないが，崩壊・落下・落盤の「危険」

がある場合に対処すべき事柄が挙げられて

いる。当時は，地盤工学等による科学的知見

が乏しく各種数値の明示は困難ながら，経

験等に基づき，危険な箇所を定め，そこに対

策を示し，安全規制をかけたものと推察さ

れる。その後，建設業における労働災害の増

加，とりわけ土砂崩壊災害の重篤性が統計

データから指摘され，昭和 27 年には土砂崩

壊に関する労働災害の事例や注意点をまと

めた小冊子が労働省労働基準局から発行さ

れ，労働安全衛生規則に岩石の掘削に関す

る条文が追加されている。昭和 34 年には土

質力学を考慮した専門的かつ具体的な土砂

崩壊に関する計算方法が通達および小冊子

にまとめられた。さらに昭和 33 年の産業災

害総合五カ年計画を受けて，昭和 40 年の労

働安全衛生規則の大幅な改正が行われ，概

ね現在の労働安全衛生規則が形成されてい

ることが明らかになった。 

昭和 47 年，労働安全衛生法および労働安

全衛生規則の制定時には，労働基準法にお

ける労働安全衛生規則のほとんどが引き継

がれ，さらに点検に関する条文が加わった。 

 

Ｅ．結論 

 労働法の誕生とともに，建設業における

土砂崩壊に関する労働災害についても法整

備が進められてきたが，戦前は特に統計的

に死亡災害および死傷災害が多かったこと

が指摘されている。昭和 30 年代になると地

盤工学の発展とともに，それら最新の情報

を取り入れ，科学的根拠をもった法令整備

が検討されていたことがわかる。現在の労

働安全衛生規則は昭和 40 年の労働基準法

の労働安全衛生規則の改正においてほとん

ど確立されており，これを今も引き継いで

いることがわかった。 

 

Ｆ．研究発表 

1．論文発表 

該当なし 

2．学会発表 

 該当なし 

 

Ｇ．知的所有権の取得状況 

1．特許取得 

 該当なし 

2．実用新案登録 

 該当なし 

3．その他 

該当なし 
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図表がある場合は、これ以降に番号順に貼り付け（１段組） 

 

表 1 工場法が制定されるまでの鉱業に関する法令の変遷 

年 番号 法令名 内容 

1869（明治 2）

年 

行政官布告第

177 号 

 国家の請負を前提として，鉱山の開拓が一般人民に開放

される。 

1872（明治 5）

年 

 鉱山心得 鉱物が定義され，鉱業の国家独占主義と外国人の排斥の

原則が確立される。 

1873（明治 6）

年 

太政官布告 259 

号 

日本坑法 日本最初の体系的鉱業法。鉱区制，鉱業自営主義，本国

人主義など鉱業法制の骨格が確立した。しかし，鉱山の

保安については日本坑法の一部に災害予防規定の片鱗

が見受けられるにすぎなかった。 

1890（明治

23）年 

法律 87 号 鉱業条例 労働者（鉱夫）の安全を法令に組み込んだ最初の法令。

鉱山の保安に関する法規制が，鉱業警察としてはじめて

体系的に整備され，鉱夫への労災補償政策が盛り込まれ

た。その内容は，坑内および鉱業に関する建築物の保安，

鉱夫の生命と衛生の保護，地表の安全と公益の保護の 3 

点に及ぶものであった。 

1892（明治

25）年 

3 月 16 日 

農商務省令第 7 

号 

鉱業警察規

則 

鉱業警察事務として，1) 坑内及び鉱業に関する建築物

の保安，2) 鉱夫の生命及び衛生上の保護，3) 地表の安

全及び公益の保護を掲げ，保安上必要がある場合は，予

防命令又は停止命令をすることができることとし，保安

上必要な事項に関して農商務大臣が鉱業警察規則を定

めることができるとした。 

1905（明治

38）年 

3 月 

法律第 45 号 鑛業法 鉱業に関する法律が集約され，鉱業は建設業や土砂採取

業とは別に扱われた。第四章 鉱業警察 第七十一條か

ら第七十四條に鉱業における保安について記載されて

いる。 

1911（明治

44）年 

3 月 28 日 

法律 46 号 工場法 職工への扶助責任が規定された。ここで，後の安衛法に

繋がる条文としては，主に第 9 条～第 11 条の保護職工

の危険有害業務への就業制限，第 12 条の傷病者及び妊

婦への就業制限，第 13 条の男子を含む職工一般に対す

る危害の予防，第 14 条の臨検等が挙げられる。 
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図 1 鉱業条例制定日本坑法廃止・御署名原本・明治二十三年・法律第八十七号 2) 
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（（政政策策科科学学総総合合研研究究事事業業（（政政策策科科学学推推進進研研究究事事業業））））  

分分担担研研究究報報告告書書  

罪罪刑刑法法定定主主義義とと安安全全衛衛生生確確保保のの関関係係  

 
  

協力研究者 北岡 大介 東洋大学法学部・専任講師 特定社労士（元労基官） 

 

研究要旨 

 労働災害防止を主たる目的とする労働安全衛生法の危害防止基準は、行政上の履行

確保とともに、重大な法違反に対する刑事訴追の法的根拠であるところ、罪刑法定主

義の見地から見ると、安衛法による政省令への委任方法が白地委任に該当しないか、

さらには同法文解釈に際し、刑事法上許されない「類推解釈」か否か等が問題となり

うる。本研究では、労働安全衛生法における危害防止基準の概要を確認した上で、罪

刑法定主義の見地から改めて安衛法の危害防止基準の委任方法とその行政解釈方法

をめぐる法的課題につき文献調査を行ったところ、概ね適法な行政委任であることが

認められる一方、政省令の一部に以下課題が生じうることが明らかとなった。 

第１に根拠法が定かでない政省令、第２に根拠法による法委任を超えた政省令の存

在、第３に政省令等の行政解釈における「類推解釈」の問題である。 

他方で安衛法には行政としての安全衛生対策の根拠法たる側面を多分に有するも

のであり、現場の労働基準監督実務では、災害リスクの高い職場に対し、速やかな是

正指導が求められる。罪刑法定主義と行政履行確保の両立が強く求められるところ、 

比較法研究から参考となるのがイギリス労働安全衛生法における規制手法である。平

成 28 年度厚労省厚生労働科学研究費補助金労働安全衛生総合研究事業「リスクアセ

スメントを核とした諸外国の労働安全衛生制度の背景・特徴・効果とわが国への適応

可能性に関する調査研究総括研究報告書（主任研究者 三柴丈典）」では、イギリス

労働安全衛生法において一般的義務条項を定め、これを基に大臣同意の下、柔軟に行

為準則を定め、同条等を根拠に刑事処罰を行うシステムが設けられている旨、報告さ

れている（同報告書では「イギリスモデル」と総称）。同報告書では、罪刑法定主義

の観点から、イギリス的な方策はただちに採り難いとする一方、安全衛生法の業法（法

目的の達成のため、行政が事業者に対し、一定の裁量をもって監督指導を行う根拠を

提供する方）としての性格を強化すべき方策が妥当とし、「リスク創出者に対するリ

スク回避措置の義務づけ等、重要な原則を義務化する努力は継続しつつも、それが叶

わない限り、安衛法の基本原則、体系等を示した大綱の設置、従前以上に詳細部分の

具体化を厚生労働省令等に委任し、原則を明確に示す規定を設ける等の方策」等が提
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言されている。本報告書では同イギリスモデルの分析および同報告書の提言を参考に

しつつ、安全衛生法の規制手法と罪刑法定主義との関係につき、検討を要する課題を

適示した。また労働基準監督官および事業者によるリスクアセスメントの強化とこれ

に基づく行政指導・周知啓発、さらには法改正準備に速やかに反映できる体制整備の

必要性等を示す。 
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Ａ．研究目的 

 労働災害防止等を主たる目的とする労

働安全衛生法の危害防止基準は、行政上

の履行確保とともに、重大な法違反に対

する刑事訴追の法的根拠であるところ、

罪刑法定主義の見地から見ると、安衛法

による政省令への委任方法が白地委任に

該当しないか、さらには同法文解釈に関

し、刑事法上許されない「類推解釈」か否

かが問題となりうる。本研究では、労働安

全衛生法における危害防止基準の概要を

確認した上で、罪刑法定主義の見地から

改めて安衛法の危害防止基準の委任方法

とその行政解釈方法につき検討を行う。 

また比較法研究として、イギリス労働安

全衛生法に係る以下研究報告書（邦語）を

元に、我が国とは異なる形での安衛法の

危害防止基準策定とその運用実際、さら

には同総括報告書における注目すべき安

衛法の新たな規制手法に係る提言を確認

する。最後に我が国における安衛法の危

害防止基準の改正可能性と課題、さらに

は労働基準監督署における監督・司法手

続きの実態を振り返った上で、行政履行

確保と罪刑法定主義双方をいかに実現し

うるのか若干の検討と提言を行った。 

Ｂ．研究方法 

労働安全衛生法の刑事罰的側面からの

研究については、元東京地検検事である

寺西輝泰氏による「労働安全衛生法違反

の刑事責任―労働災害の防止をめざして」

（日本労働総合研究所、1997）、安西愈弁

護士による「労働災害と企業の刑事責任」

（労働調査会、2013）等の優れた先行研究

が存する。またイギリス労働安全衛生法

の比較法研究等とこれを踏まえた政策提

言として意義あるものとして平成 28年度

厚労省厚生労働科学研究費補助金労働安

全衛生総合研究事業「リスクアセスメン

トを核とした諸外国の労働安全衛生制度

の背景・特徴・効果とわが国への適応可能

性に関する調査研究総括研究報告書（主

任研究者 三柴丈典）」がある。これら先

行研究等を踏まえつつ、上記目的の下、研

究を行った。 

Ｃ．研究結果 

1  安全衛生の確保と安全衛生法 

1.1 労働安全衛生法の体系とは 

 労働安全衛生法は昭和 47年に制定され

た、わが国における最初の労働安全衛生

を目的とした基本法である 1。それまでは、

戦前では工場法、戦後では労働基準法に

おいて、労働安全衛生に関する条文が設

けられていた。労働基準法では、第５章が

労働安全衛生に関する章とされ、そこに

は危害の防止、安全装置、性能検査、有害

物の製造禁止、危険業務の就業制限、安全

衛生教育、健康診断などに関する規定が

存した。同法に基づき、危害の防止基準な

どについて詳細な定めを置く労働安全衛

生規則などが設けられていたが、経済の

高度成長などに伴い労働災害が激増して

いたことから昭和 47年に基本法たる労働

安全衛生法等を制定したものである。 

 現在では、労働安全衛生法は、同法に基

づく多くの政令、省令、大臣告示、指針そ

の他無数の通達とあいまって全体として

労働者の安全衛生に関する１つの巨大な

法体系を築いている。その労働安全衛生

法の付属法として、じん肺法、労働災害防

止団体法、炭鉱災害による一酸化炭素中

毒症に関する特別措置法、作業環境測定
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法など設けられている他、労働基準法に

おいて年少者の危険有害業務への就業制

限や寄宿舎の安全衛生などに関する規定

が設けられている。その他、労働安全衛生

法が適用されない船員や非現業の国家公

務員、地方公務員及び鉱山労働者に対し

て、労働安全衛生の特別法として、船員法、

国家公務員法、地方公務員法、鉱山保安法

などがある。 

1.2 安衛法における規制概要 

労働安全衛生法は全 122 条の法条文で

構成されているところ、大きく分けて５

つの分野に体系づけることができる。第

１に安全衛生管理体制、第２に労働者の

危険又は健康障害の防止、第３に機械等

及び有害物に関する規制、第４に労働者

の就業にあたっての措置、第５に健康等

の保持増進のための措置である。労働災

害の原因として不安全状態と不安全行動

があるが、第２と第３は専ら不安全状態

の解消のため、第４と第５は専ら不安全

行動の低減のため、第１は不安全状態と

不安全行動双方の防止を目的として、各

種規制を設けている。以下では不安全状

態解消のための危害防止基準の概要につ

き確認する。 

1.3 危害防止基準の内容 

 労働安全衛生法の危害防止基準に関す

る規定自体は大変、漠然としたものであ

る。例えば、労働安全衛生法 20第 1号で

は使用者に、使用機械の安全措置をなす

法的義務が課される事となるが、「事業者

は、次の危険を防止するため必要な措置

を講じなければならない。 １ 機械、器

具その他の設備（以下「機械等」という）

による危険」とのみ定められている。この

規定だけではどのような機械等に対し、

如何なる「危険防止のための必要な措置」

を講じなければならないのか分からない。

これについて同法２７条では「２０条・・

の規定により事業者が構ずるべき措置及

び・・労働者が守らなければならない事項

は、厚生労働省令で定める」旨の規定が定

められており、使用者が講じるべき具体

的措置は全て厚生労働省令によって定め

られることとなる。具体的な危害防止基

準を法律ではなく政省令に委ねる事によ

って、リスクの変化に迅速に対応しよう

とするものである。この厚生労働省令に

よる危害防止基準は労働安全衛生規則に

定められたものが中心となるが、クレー

ン、ボイラーなどの危険性が高い特定機

械についてはクレーン規則などが、有機

溶剤や特定化学物質などについては特別

衛生規則として有機溶剤規則等が別途、

設けられている。 

 労働安全衛生規則は 678 条にも及ぶ膨

大な法規であるが、同規則の大半は危害

防止基準で占められている。その危害防

止基準は各機械、施設ごと、あるいは作業

ごとについて、使用者がなすべき安全措

置等を具体的に定めている 2。例えば、プ

レス機械に対する危害防止基準でいえば

労働安全規則第 131 条において「事業者

は、プレス機械・・については、安全囲い

を設ける等当該プレス等を用いて作業を

行う労働者の身体の一部が危険限界に入

らないような措置を講じなければならな

い」と定めている。同条項はプレス機械に

よる接触事故を防止すべく安全囲い等を

設けさせることによって本質的な安全無

害化を求めているものである。 
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1.4 安全衛生基準の不可避的変容 

労働安全衛生規則には様々な危害防止

基準が設けられているが、これらの規定

は、「成長する規則（growing regulation）

あるいは「先人の血で書かれた文字」と言

われることがある 3。労働の場におけるリ

スクは時代に応じて様々な形で新たに出

現することから、危害防止基準は技術の

進歩・災害・疾病の発生状況やその他の産

業労働における諸般の事情の変化を背景

として不断の進化を遂げていかざるを得

ない。労働安全衛生規則の沿革をひもと

けば、今日まで幾多の改正、多くの新規則

の分離独立あるいは新規分野における規

制のための新規則制定の歴史を見ること

ができる。労働安全衛生規則等における

危害防止基準は、過去に発生した労働災

害の教訓（先人の血）を元に、当該労災の

リスク内容に対応する危害防止基準を定

めているものであり、同種の危険作業を

行わせる使用者にとって、同ルールは非

常に優れた行為規範になるといえる。 

 しかし、リスクの変化とこれに対する

防止策はいったん労働災害が発生してか

ら初めて把握される事が大半であり、「先

人の血」なくば、なかなか改正されない。

従って、労働安全衛生規則等に定められ

た危害防止基準は、ある程度、災害の型と

原因が定まった定型的な災害については

効果を有するが、過去に前例がないよう

な非定型的な労働災害に対しては、容易

に対応しえない。 

 

2 罪刑法定主義から見た安衛法 

2.1 罪刑法定主義と安衛法上の課題 

罪刑法定主義とは憲法 31条（法定手続

の保障）の「何人も、法律の定める手続

によらなければ、その生命若しくは自由

を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられ

ない」に基づく法規範であり、さしあた

り刑罰法規に関し次の原理が示される。 

罪刑法定主義とは、どのような行為が

犯罪となるか、その犯罪に対してどのよ

うな刑罰が科せられるかということを、

あらかじめ法律で明確にしていなけれ

ば、ある行為を犯罪としたり、刑罰を科

することは許されないという刑罰法規に

関する原理を指す 4。法治国家における

刑罰法規の策定・適用の基本原理であ

り、寺西元検事は「この罪刑法定主義の

制約は非常に厳しいものであり、内容が

不明確な規定は無効としてその適用を拒

否されることがある」と指摘される 5。 

この罪刑法定主義の原理から、安衛法

を見ると、以下 2点の課題を挙げること

ができる。第 1に安衛法はその危害防止

基準の多くを前述のとおり政省令等に委

任しているが、この委任方法自体が罪刑

法定主義に反するか否か。第 2は安衛法

および政省令に定める構成要件とその適

用実態が罪刑法定主義に反していないか

否かである。以下では順に同課題につい

て検討を行う。 

2.2 安衛法の委任立法と罪刑法定主義 

安衛法は本条のほか、労働安全衛生規

則その他政省令に危害防止基準その他

様々な事項を委任しているが、その態様

として、寺西元検事は以下の委任方法に

分類し検討を行っている 6。なお安衛法

27条第 1項は「法 20条・・の規定によ

り事業者が講ずべき措置・・は労働省令

で定める」としており、委任立法の法的
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根拠を定めるものである。 

①安衛法の本条に犯罪の構成要件が明示

されている例  

例）「1つの貨物で、重量が 1トン以上の

ものを発送しようとする者は、見やす

く、かつ、容易に消滅しない方法で。当

該貨物にその重量を表示しなければなら

ない」（法 35条） 

②規定の内容の一部を個別的に政令等に

委任している例  

「政令で定める規模の事業場」 

③規定の内容の一部を包括的に政令等に

委任している例 

 法 20 条 事業者は、次の危険を防止

するため必要な措置を講じなければなら

ない。1 機械、器具その他の設備によ

る危険 （以下略） 

④処罰規定を構成しない労働省令の規定 

 まず罪刑法定主義の観点から許されな

いのは④である。寺西元検事はその一例

として以下の安衛法 14条と安衛則 17条

を挙げる 7。 

安衛法 14条 事業者は・・作業主任者

を選任し、その者に当該作業に従事する

労働者の指揮その他の厚生労働省令で定

める事項を行わせなければならない。 

安衛則 17条 「事業者は・・当該作業

に係る作業主任者を二人以上選任したと

きは、それぞれの作業主任者の職務の分

担を定めなければならない」  

同施行規則は安衛法便覧の記載では、同

法 14 条に基づくものとされているが、

寺西元検事は同施行規則の文言上、安衛

法 14 条に基づく委任とは認められず、

同施行規則違反による刑事訴追は罪刑法

定主義に反し無罪となりうる旨指摘す

る。その上で「それを労働省令で定めて

刑罰の威嚇力で間接的に強制したいとい

うのであれば、安衛法の各本条との対応

関係を明確にし、その委任を受けたもの

であることを明示すべき」とされる。 

2.3 労働安全衛生規則等の包括委任規

定をめぐる問題 

 また前記委任立法の方法のうち、③の

包括委任についても、罪刑法定主義の観

点から問題となりうる。けだし刑事罰の

根拠たる法は国会において定められるべ

きであり、その犯罪の構成要件等はあら

かじめ法が定めることなければ、罪刑法

定主義に反するとの指摘が成り立つ。 

これについて、寺西元検事は次の指摘

を行っている 8。「規定の内容のほとんど

全てを包括的に省令に委任している包括

委任型本条のものは、委任を受けた労働

省令が事業者等の講ずべき措置の内容を

完結した形で規定していて、本来は、各

本条の規定を完成させてから罰則規定に

当てはめることになるのに、労働省令の

規定を直接罰則に当てはめて罰則規定と

するもので、実質的には 

 罰則規定←省令の規定←（委任規定）

←各本条の規定 

という形になっている。・・労働省令の

規定をそのまま罰則規定に当てはめれば

処罰規定となる」と整理する。その上で 

「刑罰を科することを目的として制定さ

れた法律ではないため、安衛法違反の犯

罪構成要件も違法性も有責性も刑罰法規

として充分に吟味されてないという問題

を抱えているが・・罰則規定と安衛法各

本条の規定とを結合することによって、

安衛法違反の犯罪構成要件は構成されて
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おり、安衛法に違反することの処罰の必

要性も存在し、これらの規定に違反する

ことの責任要素も明らかにされているの

で、これらの犯罪成立要件を充足すれ

ば、安衛法違反の犯罪が成立し行為者を

処罰することとなる」とされるが、罪刑

法定主義に照らして、上記包括委任規定

は許されるのか否か、寺西元検事は明確

な検討を行っていない。同論点につい

て、掘り下げた検討を行ったものとし

て、安西弁護士がある。以下では安西弁

護士による検討を通じて、同包括委任規

定と罪刑法定主義の問題について確認す

る。 

2.4 安西弁護士における検討内容 

 安西弁護士は安衛法の包括委任規定に

つき、犯罪事実の具体的内容を省令等に

委任することは憲法違反か否かという論

点を示した上で、次の検討を行っている
9。 

「安衛法の場合には、社会の変化や技

術・生産方式その他の化学技術や工法等

の進展に対応して危険防止措置も変化し

ていくものであるから、このような白地

規定となるのはその目的上やむを得ない

必然的なものである。すなわち、事業者

らが講ずべき措置の内容を具体的に規定

しようとすれば、その措置によって防止

しようとする危険又は健康障害の種類、

態様等を特定しなければならず、これら

の種類、態様等は、新技術、新工法、新

機械等が次々に開発されて実施され、ま

た新しい化学物質が発見されて利用され

るのに応じて無数に増加し、また、あら

ゆる業態における労働環境についての危

険又は健康障害を防止しなければならな

い（いわゆる安衛法“電話帳論”とい

う、具体的に企業全体にわたる危険、有

害の防止を規定化しようとすれば、大都

市の電話帳のように膨大なものになる）

という問題があり、到底これを国会で定

める法律として規定していくというので

は対応できないということから許される

のである」とされる。 

以上のとおり安西弁護士は安衛則への

包括委任規定は、ただちに罪刑法定主義

に反するものではないとするが、政省令

は当然に「法律の委任に基づくもの」で

なければならない旨強調した上で、「刑

罰という厳しい制裁を科す以上、どうい

う行為が犯罪となるのか、その行為にど

ういう刑罰が科されるのかということを

事前に明確にしておかなければ、その法

律の適用を受ける国民が自らの行為を法

律に従って規律することができない。こ

の罪刑法定主義の原則は安衛法のような

行政法規についても刑罰権である以上同

じ理が当てはまることになるのである
10」とされ、無制約な委任立法化に対し

ては強く警鐘を鳴らしている。 

3 委任立法の文言明確性をめぐる問題 

 3.1 委任立法の法的根拠 

 包括委任規定がただちに罪刑法定主義

に反しないとしても、前記警鐘のとお

り、委任立法の根拠および政省令で定め

られる犯罪行為につき、法文言から予測

可能性を要することは論を待たない。 

まず寺西元検事は同委任方法につい

て、「安衛法関係の労働省令は・・1500

条を越す膨大なものであるのに、先に見

たように、委任を受けた労働省令の各規

定が、各本条のどの規定の委任によるも
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のかを個別に明示していないため、労働

省令の各規定と各本条の対応関係や委任

の有無などが曖昧である（注 1）」と指摘

する 11。さらに（注 1）として「この問

題については・・「安衛法便覧」・・にそ

の対応関係が示されているので参考にな

る。ただし、委任の有無については、委

任がないというべき規定についても根拠

規定を示しており、その点で、あくまで

も参考とするのに止める必要がある。」12

と指摘し、2.2で挙げた安全衛生規則 17

条の例（安衛法 14条が根拠規定となり

えないと指摘）が示されている。 

 3.2 行政通達における類推解釈の禁止  

罪刑法定主義に基づき、刑罰法規の解

釈方法も厳しい制約を受ける。まず、法

律文言の解釈に際し、その意味・内容を

明らかにする文理解釈、規定の文言の意味

を拡大して規定の内容を明らかにする拡張

解釈は罪刑法定主義に反しないとされてい

るが、他方で類推解釈は厳しく戒められる

ものであり、寺西元検事も「この罪刑法定

主義の制約は非常に厳しいものであり、内

容が不明確な規定は無効としてその適用を

拒否されることがある」と指摘する 13。 

寺西元検事は厚労省の行政解釈が類推解

釈にあたりうるものの一例として、安衛則

第 269条に係る行政解釈を挙げる。同施行

規則は事業者に対し「化学設備又はその配

管のうち危険物等が接触する部分につい

て、当該部分の著しい腐食による爆発又は

火災を防止するため、腐食しにくい材料で

造り、内張りを施す等の措置」を講じるこ

とを罰則付きで義務付けるが、行政解釈

（昭和 42.2.6基発第 122号）は「等」の

措置例として次の例を示す。「構成部分の

耐用期間を適切に定め、その期間毎にその

部分を取り換えることが含まれる」とする

が、寺西元検事は当該通達が法・施行規則

で「例示されたものと異質な措置を義務付

けることになる」ものであり、あくまで

「等」は法文に則り「防食塗料の塗布、酸

化被膜による処理、電気防食による処理

等」に止めるべきであると指摘する 14。他

方で「その期間毎にその部分を取り換え

る」ことは、最低基準としての例示ではな

く、防食塗料の塗布等の措置が許容範囲内

であったか否かの判断基準と整理するもの

である。いずれにしても、法が定める危害

防止措置という最低基準そのものを行政通

達が類推解釈することは罪刑法定主義の見

地から許されない。 

寺西元検事は安衛法・施行規則等の類

推解釈が生じている背景として、行政法

規は多少内容が曖昧で幅広く解釈できる

余地があるほうが、行政が円滑に遂行で

きて行政目的を達成することができると

いう側面があり、行政実務では、規定の

文言を足掛かりとして類推に類推を重

ね、あるいは極端な拡張解釈をして適用

がなされる場合もあると指摘する。安衛

法についても、労働基準監督官、指導を

受ける事業者等の双方が安衛法に対する

罪刑法定主義の適用に係る理解が不十分

な側面があることもその背景として指摘

するものである 15。 

以上のとおり、安衛法に定める危害防

止基準とその運用につき、行政官として

の柔軟な解釈・指導等の意義は大いに認

められるも、刑事立件の見地からは罪刑

法定主義の観点から、課題が指摘されて

いるものである。当該課題は我が国のみ
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ならず、他国における労働安全衛生行政

による刑事処分上、同様の課題が生じう

るものであるが、異なるアプローチで対

応しようとしている国として、イギリス

がある旨、平成 28年度厚労省厚生労働

科学研究費補助金労働安全衛生総合研究

事業「リスクアセスメントを核とした諸

外国の労働安全衛生制度の背景・特徴・

効果とわが国への適応可能性に関する調

査研究総括研究報告書（主任研究者 三

柴丈典）」（以下、平成 28年総括報告

書）が指摘している。以下では同報告書

を基に「イギリスモデル」による安全衛

生基準とその行政・刑事立件の手法およ

び政策提言につき確認する。 

4 イギリスモデルの安全衛生基準 

 4.1 イギリスにおける立法技術の概要 

 平成 28年総括報告書の研究要旨（三

柴丈典近畿大学教授執筆）では、まず安

全衛生管理は、法令遵守の視点のみでは

完成せず、複雑多層化する職場リスクに

対し、行政および行政官は、専門性の強

化を前提に、法制度的に裁量を強化すべ

きとの提言を行う。同提言に際し、イギ

リスにおける立法技術を参照するが、イ

ギリスモデルとして以下の整理を行って

いる。 

「安全衛生や快適職場形成を包括的に義

務づける罰則付きの一般的義務条項を定

め、その具体化を下位の規則や個々の監

督官による個別的な命令に委ねる方策」

とする 16。 

 4.2 HSWAの一般的義務条項 

 平成 28年総括報告書では、イギリス

労働安全衛生法典（HSWA）の特徴を、①

メリハリ（アメとムチ）、②単純明快

さ、③多角性・多面性、④自律性と労使

協議の重視、⑤専門性と柔軟性、⑥それ

らを支える物的・人的資源とした上で、

HSWA の一般的義務条項につき、以下の整

理を行っている 17。 

 「安全・衛生・快適性の全てにわた

り、雇用者に限らず、リスクを生み出す

者を名宛人として実効性確保を求める罰

則付きの一般条項を置き、法違反に多額

の罰金を科す定めと運用を行う」とし、

Balfour Beatty社に対する有罪判決例

（控訴審 750万ポンド）、適切な管理を

怠る役員への身体刑などが示されてい

る。同報告書では合わせてＨＳＷＡの一

般的義務条項について条文と逐条解説が

示されており、安全衛生基準に該当する

ものとして以下の規定等が挙げられてい

る 18。 

①使用者による安全衛生基本方針の策

定、実施のための組織、方針の効果的実

施のための措置等を規定（ＨＳＷＡ2

条） 

②危険有害物質を取り扱う施設の管理者

による最善の方法による環境危険有害物

質の管理義務（同 5条） 

③物の設計者、製造者、設置者、輸入

者、供給者等への諸種の義務（同 6条） 

 4.3 HSWAにおける規則と行為準則 

他方で、規制内容の単純化、規制方法

の柔軟化により、法の遵守を容易にする

としており、同一般的義務条項のほか、

ＨＳＷＡ第 15条に基づく安全衛生規則

の制定（国会承認の手続き必要）、同 16

条及び 17条に基づく行為準則（行政機

関策定 ただし承認された行為準則につ

いては所管大臣の同意等を要する）、ガ
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イダンス・ノートによる立法技術が紹介

される。このうち安全衛生規則は「法律

並みの強大な法的効力が付与され」ると

ころ、行為準則は「制定法による規制の

具体化がもたらす弊害を減らし、制定法

には基本原則の規定の役割を委ねる一

方、直接的な法的効力を持たず、かつ技

術革新や予防科学の進展に合わせた柔軟

な規制を行うことを目的に発案された法

政策上の技術」とされる 19。 

行為準則は実践的なガイダンスの提供

であり、法的強制力はもたないが、前記

一般的義務条項に係る規定が所管大臣の

同意等を得て「承認された行為準則」と

なった場合、「仮にある人物が、ある行

為準則の適用される問題について法違反

を犯したとして起訴された場合、当該準

則は証拠能力が認められ、被告人が何ら

かの同程度に有効な方法で法律上の要件

を充たしたことを裁判所に説得しない限

り、法規則上の規定ないし義務違反の証

拠となる」20（ＨＳＷＡ17条）とする。 

平成 28 年総括報告書では、行政・労

使関係者等にヒアリングを実施している

が、行為規範は法規則の遵守を支援する

ための具体的手段を示すツールとして好

意的に受け止められており、行為規範を

逸脱した事業場ごとの法運用が合法と認

められた例は見当たらず、実質的に行為

規範が法規則、特に規則に近い法規範性

を帯びている（日本では解釈例規に近い

性格）とする 21。 

また HSEがガイダンス・ノートを発効

することがある。これは「法的要件を上

回る水準を定めるもの」であるが、近年

の民事裁判例などでは、同ガイダンス・

ノートが規則や行為準則の代替機能を果

たす場合があるとする 22。 

 4.4 イギリスモデルの刑事規制 

 平成 28年総括報告書では、イギリス

労働安全衛生法における一般的義務条項

と行為準則に着目し、「実質的に「法で

はなく、法である」という多面的性格を

持ち、監督官による対話型の法執行を支

える鍵となっている」「すなわち、性格

的にはガイドラインに過ぎないが、その

違反は民刑事上の責任を推定させるた

め、監督官は、処罰の威迫を背景にしつ

つ、事業者の安全衛生への取り組み状況

をみながら、運用を図ることができる」

と指摘している 23。またリスク管理義務

違反に対し刑事罰則規定を設けている点

も HSWA の特徴と指摘される 24。 

 4.5 平成 28年総括報告書の提言 

平成 28年総括報告書では、前記イギ

リスモデルのほか、ドイツにおける規制

手法を示した上で、我が国の労働安全衛

生法における今後の規制手法として以下

提言を行っている。まず罪刑法定主義の

観点から、イギリス的な方策は採り難い

とした上で、安全衛生法の業法（法目的

の達成のため、行政が事業者に対し、一

定の裁量をもって監督指導を行う根拠を

提供する方）としての性格を強化すべき

方策が妥当とし、「リスク創出者に対す

るリスク回避措置の義務づけ等、重要な

原則を義務化する努力は継続しつつも、

それが叶わない限り、安衛法の基本原

則、体系等を示した大綱の設置、従前以

上に詳細部分の具体化を厚生労働省令等

に委任し、原則を明確に示す規定を設け

る等の方策」等が提言されている 25。ま
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た罪刑法定主義の要請を前提としつつ

も、刑法典自体も抽象的な定めを多く盛

り込んでおり、現に安衛法施行規則にお

いても「労働者に危険を及ぼすおそれ」

等のとおり、不確定法概念（解釈に幅の

ある抽象的な文言）を持ち込んだ規定も

あることから、政省令の制定について以

下提言が示されている。「政省令側での

定め方に一定の抽象性を持たせ、危険が

窺われる場合には、事業者側に安全性の

証明責任を課す、専門官による判定を行

うなどの手続き面での規定により、要件

を個別的に特定していく必要がある」

「望ましい仕様の詳細は、法の履行を支

援するガイドラインの役割としつつ、悪

質さが窺われる対象者には、その定めも

参考に執行を図るのが妥当」との注目す

べき提言が見られる。 

以上のイギリスモデルの分析および総

括報告書における提言も踏まえつつ、如

何にして安衛法が「罪刑法定主義」を守

りつつ、行政履行確保をなしうるか、以

下では若干の検討を行うこととする。 

5 若干の検討と今後の課題 

 5.1 労働安全衛生法への一般的義務条

項新設等を通じた柔軟な法規制の可能性 

 以上の平成 28年総括報告書における

政策提言では、我が国においても、安衛

法の危害防止基準に係る規制につき、

「リスク創出者に対するリスク回避措置

の義務づけ等」の安衛法上の基本原則等

を定め、同条等を根拠に柔軟に行政機関

が安全衛生規則制定等の施策提言が示さ

れているところ、罪刑法定主義の観点か

ら、当該刑事処罰等をなしうるか否かが

検討課題となりうる。現行の労働安全衛

生法自体も安衛法 20条〜25条のとお

り、非常に包括的な危害防止基準を定め

た法条文に基づき、膨大な安全衛生関係

規則が定められており、先行研究でも当

該委任は白紙委任に該当せず、罪刑法定

主義に必ずしも反しないと解している
26。このため、新たに安衛法にリスク回

避措置の義務づけ等の基本原則を定め、

これを根拠に規則を柔軟に制定する法施

策自体は罪刑法定主義の観点からも、ま

ずは是認されうるものと考えるし、新た

な職場での安全衛生上のリスクに対し、

即応性、柔軟性ある対処が期待できる。 

また法の危害防止基準に係る規定に拘

泥することなく、一般的義務条項に照ら

し、施行規則等を定めることができれ

ば、罪刑法定主義の観点から、安衛法上

の課題であった①根拠法が定かでない政

省令、②根拠法による法委任を超えた政

省令の存在などの法的課題が大きく解消

しうる可能性がある。 

 5.2 業務上過失致傷罪との関係 

 他方で、その際、我が国において別途

検討課題となりうるのが刑法 211条に定

める業務上過失致傷罪と労働安全衛生法

の関係である。同条は「業務上必要な注

意を怠り、よって人を死傷させた者は、

5年以下の懲役若しくは禁錮又は 100 万

円以下の罰金に処する」と定めている。 

 現状においても、労働災害が発生した

場合、労働基準監督署が労働安全衛生法

違反の容疑に基づき、捜査を行う一方

で、警察署が業務上過失致傷罪の容疑で

別途捜査を行われる例が多々見られる。 

 労働安全衛生法に安衛法の基本原則等

を定め、即応性・柔軟性ある規則制定を

－2549－



分担研究報告書（北岡 大介） 

 

許容する方向で立法施策の検討を行う際

には、この業務上過失致傷罪との関係を

どのように整理するかが改めて問われう

る 27。 

 寺西元検事は、労働安全衛生法に定め

る危害防止基準は「労働者の生命・身体

に危害を及ぶことを防止することを直接

の目的にするものではなく、労働者の生

命・身体に危害が及ぶ危険性が発生する

前に、その危険性の芽を摘み取ることを

目的とするもので、事故の発生とは無関

係に措置を講じていないことを処罰する

もの」とする。他方、刑法の業務上過失

致傷の罪は、「人が死亡したり負傷した

という結果を発生したときに、その結果

を発生させた原因を作ったのがだれであ

るかを追求し、人を死亡させたり負傷さ

せたりした原因を作った者を処罰するも

の」であり、安全衛生法の危害防止基準

と刑法の業務上過失致死傷の罪は「本質

的に異なる」ことを指摘される 28。 

 今後、我が国の労働安全衛生法に「リ

スク創出者に対するリスク回避措置の義

務づけ等、重要な原則を義務化」する立

法施策等を新たに検討する際、同条項に

よる規制目的・内容が、これまでの安衛

法の危害防止基準と同様に「事前予防の

ための法規範」の範囲に留まるのか、ま

たは、従来の安衛法の規制を超えて「事

後責任追及の法規範」に踏み込むのか否

か、さらなる検討を要する。 

5.3 安衛法の履行確保方法について 

 安衛法における危害防止基準の履行確

保のため、専門の行政機関として労働基

準監督署が設置されている 29。これは厚生

労働省の直轄機関であり、本省に労働基

準局、各都道府県に労働局、全国 300 箇

所以上に労働基準監督署が設置され、同

法の施行にあたっている。他の行政履行

確保措置と異なり特徴的であるのは、法

の施行にあたり中央直轄の一元的な労働

基準監督組織の下に、法の周知から違反

の指摘、是正指導、司法処分に至るまで強

い自己完結性が与えられている点にある。 

 安衛法違反に係る調査権限として同法

91 条は、労働基準監督官等が臨検監督を

行う権限を付与している。具体的には、事

業場に立ち入り、関係者に質問をし、帳

簿・書類その他の物件を検査し、作業環境

測定をなし、検査に必要な範囲内におい

て無償で製品・原材料・器具等を収去する

権限を付与する。これらの調査権限を行

う端緒としては、労働者からの法違反等

に関する申告や労働災害の発生がある他、

各事業場の災害発生状況その他の事情を

考慮して監督機関が計画的に調査を行う

等が挙げられる。これらの調査を行い法

定の危害防止基準に違反している事が確

認された場合、労働局長または労働基準

監督署長は、事業者等に対して作業の全

部又は一部の停止、建設物等の全部又は

一部の使用停止または変更その他労働災

害を防止するために必要な事項を命じる

ことができる（同法 98 条）。また使用停

止等に至らないような法違反についても

行政指導を通じ、その履行確保を図って

いる。 

通常は行政処分又は行政指導を通じ、

労働安全衛生法の履行確保を図っている

が、重大な法違反や死亡等に至る重大労

働災害が発生した場合、労働基準監督署

長は司法手続きを取ることがある。この
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司法処分とは、労働基準監督官が労働安

全衛生法に違反する罪について刑事訴訟

法に基づく司法警察員の職務を行うもの

であり、強制捜査、逮捕、検察庁への送致

処分等を行う。これらの行政指導・司法警

察処分を通じ、直接的には個別事業者の

労働安全衛生法違反の是正を図るととも

に、間接的にその他企業全体への安全へ

の波及効果が期待されているが、捜査対

象となる国民の人権保障のため捜査機関

に厳しく求められるのが前述の罪刑法定

主義となる。 

5.4 行政指導の実際と罪刑法定主義 

労働基準監督官は定期監督、災害時監督

などの臨検監督を通じて、安全衛生法の

行政履行確保を日々行っているものであ

るが、当該行政監督に際しては、まずは行

政指導を通じた事業者の自発的な是正改

善に力点が置かれている。 

臨検監督時には、第一に当該事業場に

おける安全衛生確保のための取組状況を

把握の上、災害防止対策に不十分な面が

あれば、随時行政指導等がなされる。書面

による指導がなされる場合、「是正勧告書」

または「指導票」いずれかが交付されるが、

前者については労働安全衛生法・政省令

違反に係る行政指導となり、当該指導文

書に根拠条文等を記載されることとなる。

他方で後者の指導票については、必ずし

も法違反に該当せずとも、災害防止の観

点から積極的に取り組むべきことを勧奨

する行政指導であり、法的根拠が示され

ない。同指導票交付に際して、ベテラン労

働基準監督官の中には、事業者側に災害

リスクと対策の必要性・効果、経済的便益

などを充分に理解させた上で自発的な災

害防止活動を促す動機付けとして、うま

く活用している例も見られる。いずれも

当該文書は講学上、行政指導に該当する

ものであり、行政処分性はなく、行政取消

訴訟の対象にも該当しない。 

 また前記のとおり、危害防止基準が設

けられておらず急迫の危険等が認められ

る場合、臨検監督時に即時交付されるの

が「使用停止命令」等であるが、これは安

衛法 99条に基づく行政処分であり、当該

文書交付をもって、事業者に行政命令に

従う法的義務が生じる。 

他方で是正勧告書・指導票、使用停止命

令自体はもちろん刑事処分ではなく、行

政監督として行われているものであり、

現場の監督官がその都度、「罪刑法定主義」

に係る検討を行っている訳ではない。厚

労省本省が示す行政通達等を安衛法便覧

等で確認の上、「使用停止命令」「是正勧告」

等の交付をなすか否か判断するのが通例

である。 

5.5 司法処分と罪刑法定主義 

 労働基準監督官が安衛法違反に係る司

法処分を行う契機となるのが、重大労働

災害の発覚および前記使用停止処分・是

正勧告に違反し、同種法違反を繰り返し

ていた場合である。前者については、悲惨

な労働災害を目の当たりにした上で、司

法処分の可否が検討されるものであり、

捜査官としての労働基準監督官は、前の

めりに安衛法・安衛法施行規則の文言解

釈を広げ、司法処分を進めようとする傾

向がない訳ではない。通常は、当該起案等

に対し、労働局の特別司法監督官、上長た

る労働基準監督署長および経験豊富な主

任等が長年の実務経験等を踏まえ適切な
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助言なり再考を求めるのが通例であるが、

同種災害が多発している場合などは一罰

百戒の観点から、局・署上層部自身が罪刑

法定主義の視点からの検討が不十分なま

ま司法処分に前のめりとなる例もまま生

じうる。 

 さらに前記使用停止命令に違反し、同

種違反を繰り返し、重大災害を発生させ

た場合には、当該命令違反自体が刑事罰

の対象となりうるが、他方で使用停止命

令が類推解釈による判断であったことが

後日発覚した場合、送検後の公訴・公判維

持が極めて困難となりうる。 

5.6 行政官と特別司法監督官の両立 

 悲惨な労働災害現場に遭遇したり、重

大な法違反を繰り返す悪質な事業者に対

し、労働基準監督官として最大限の権限

行使を検討することは当然であるが、前

記のとおり、既存の安衛法・安全衛生規則

等が想定していない災害危険リスク等が

今後も無数に生じうる。 

 このような災害リスクに直面し、安衛

法違反にただちに該当しない場合であっ

ても、まず行政官として対応しうる根拠

条文が存する。それは安衛法 99条であり、

「労働災害発生の急迫した危険があり、

かつ、緊急の必要がある」ときには、都道

府県労働局長又は労働基準監督署長に

「使用停止命令」の行政処分権限を与え

ているものである 30。同条は 98条に定め

る使用停止処分と異なり、安衛法令違反

が存しないであっても、必要な限度にお

いて当該使用停止等を認めており、これ

に違反した場合には別途罰則規定を設け

ている。 

罪刑法定主義と適正な行政監督の両立

を図る観点から見れば、臨検監督時に、労

働災害発生の急迫した危険があり、緊急

の必要がある災害リスクに直面した場合

には、無理に法文の類推解釈で対処する

のではなく、速やかに監督署・局内で検討

の上、99 条に基づく使用停止命令をもっ

て行政監督を適正に行使する方策を改め

て検討すべきものと思われる。 

他方で行政監督時に新たな災害リスク

を現認したが、「労働災害発生の急迫した

危険があり、緊急の必要がある」とまでは

いえない場合には、如何に対処すべきで

あろうか。この場合には、まずは行政官と

しては指導票等でリスク内容の調査・報

告およびリスク低減策を強く勧奨すると

ともに、局経由で本省等とも速やかに情

報共有の上、新たな法制化などの検討の

開始を要するものと思われる。重大労働

災害調査を通じた新たな災害リスクの認

知も同様であり、同種災害の再発防止の

ためにも、まずはリスクアセスメントと

公労使一体となった労災防止対策の確立

が早急に求められる。当該施策の先駆け

いえるのが安衛法の化学物質に対するリ

スクアセスメント関連規定である。 

5.7 リスクアセスメントと法改正準備 

現行安衛法は、すでに化学物質につい

ては個別規制対象外であっても、使用量

や使用方法等によって労働者の安全や健

康に害を及ぼす恐れがあるため、事業者

に対しリスクアセスメント実施を義務付

け（罰則規定なし）、調査結果に基づく安

全衛生措置を努力義務としている（同 57

条の 3）。 

また同 57条の 4は、新規化学物質を製

造・輸入しようとする事業者に対し、事前
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にがん原性試験のスクリーニングテスト

としての意味を持つ変異原性試験等を行

い、その結果を厚生労働大臣に対し届け

出ることを義務付けるとともに、厚労大

臣は有害性の調査結果について学識経験

者の意見を聴き、当該届出に係る化学物

質による労働者の健康障害を防止するた

め必要があると認めるときは、届出をし

た事業者に対し、施設又は設備の設置な

ど必要な措置を講ずべきことを勧告でき

る等の権限を定めている。以上のリスク

アセスメント実施、新規化学物質のリス

ク調査届出とこれを受けた勧告権限など

は、化学物質に限らず、新たな職場での危

険有害リスクに対する行政対応の将来像

としても参考となる。 

労働基準監督官による臨検・災害時監

督さらには前記の事業者自身によるリス

クアセスメント結果等を踏まえ、厚労省

本省として機動的に安衛法・安衛法施行

規則等の改正準備等を行える体制確立の

必要性も指摘できるところである。また

法改正に至る準備期間中には、行政とし

て、業界団体等も通じた災害事例および

労働防止対策の周知啓発が効果的であろ

う。 

Ⅾ.考察及び É.結論 

 現行安衛法における安全衛生基準の多

くは労働安全衛生規則等の政省令に委任

されているものであるが、先行文献調査

の結果、罪刑法定主義の見地から以下課

題が有することが明らかとなった。第１

に根拠法が定かでない政省令、第２に根

拠法による法委任を超えた政省令の存在、

第３に政省令等の行政解釈における「類

推解釈」である。上記政省令とその解釈は

司法処分に際しては罪刑法定主義の見地

から許されない。 

 他方で産業構造、技術革新等が著しい

中、職場において新たな安全衛生上のリ

スクが次々に生じうる。これに対し、現行

の労働安全衛生法は法条文に危害防止基

準を包括的に定め、同条を根拠に膨大な

施行規則等を設け、刑事処罰上の根拠と

するものであるが、いささか即応性、柔軟

性に欠ける面がある。これに対し、平成 28

年総括報告書では、イギリス労働安全衛

生法において一般的義務条項を定め、こ

れを基に大臣同意の下、柔軟に行為準則

を定め、同条等を根拠に刑事処罰を行う

システムが設けられている旨、報告され

ている（同報告書では「イギリスモデル」

と総称）。同モデル等を参考に、平成 28

年総括報告書では、我が国の労働安全衛

生法においても安衛法の基本原則等を定

め、政省令を柔軟に定め、刑事処罰等の根

拠とする法施策が提言されており示唆が

得られる。本報告書では、同政策提言の意

義を明らかにした上で、業務上過失致傷

罪との関係など別途検討すべき課題を示

した。    

また安衛法には行政としての安全衛生

対策の根拠法たる側面を多分に有するも

のであり、現場の労働基準監督実務では、

災害リスクの高い職場に対し、速やかな

是正指導等が求められる。罪刑法定主義

と行政履行確保の両立が強く求められる

ものであるが、本検討では、若干の提言と

して、労働基準監督官が有する既存の行

政指導・行政処分権限の活用とともに行

政・事業者双方によるリスク把握の強化

とこれに基づく災害防止対策の確立と周

－2553－



分担研究報告書（北岡 大介） 

 

知啓発、さらには法改正準備に速やかに

反映できるような体制確立の必要性を示

した。 
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中小企業における労働災害防止の推進と労働安全衛生法 

労働安全衛生総合研究所 

高木元也 

 

１．中小企業の労働災害発生状況 

(中小規模事業場における労働災害発生割合の高さ) 

労働災害の更なる減少に向け、わが国の大きな課題のひとつに、中小規模事業場（事業場

とは、事務所、工場、工事現場、店舗等、一定の場所において相関連する組織のもとに継続

的に行われる作業の一体 1)）の労働災害の多発がある。その発生状況をみると、2020 年の

全産業の死傷災害は労働者数 50 人未満の中小規模事業場で約 60％を占める（図 1）2)。 

 
資料：厚生労働省「労働者死傷病報告」 

図 1 全産業の事業場規模別死傷災害発生状況（2020年） 

また、同年、製造業における事業場規模別の死傷年千人率は、労働者数 1～9 人が 3.72、
10～29 人が 4.13、30～49 人が 4.40 と、300 人以上の 1.09 と比べ 3～4 倍にも及び、中小

規模事業場の死傷災害発生割合は高い（図 2）2)。 

1～9人
19%

10～29人
26%

30～49人
15%

50～99人
15%

100～299人
16%

300人以上
9%
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資料：厚生労働省「労働者死傷病報告」、総務省統計局「平成 28 年経済センサス基礎調査」 

図 2 製造業の事業場規模別死傷年千人率（2020 年） 
(中小規模事業場におけるリスクアセスメント導入の遅れ) 

2006 年、改正労働安全衛生法の施行に伴い努力義務化されたリスクアセスメントの事業

場への導入においても、2010 年の導入割合は、事業場規模 1,000 人以上が 86.6％に対し、

同 30～49 人が 36.5％、同 10～29 人が 29.7％と、中小規模事業場の導入が遅れている（図

3）3)。さらに、たとえ導入していても、多くの中小企業は「リスクアセスメントをどのよう

に進めればよいのかわからない」、「時間的、コスト的にも余裕がない」などの理由から、

実効性あるリスクアセスメントが実施されているとは言い難いと指摘されている 4)。 
 

 
資料：厚生労働省「労働安全衛生基本調査」 

図 3 全産業の事業場規模別リスクアセスメント導入割合（2005 年と 2010 年） 
 
２．中小企業の安全衛生活動に関する先行研究 
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これまで、中小企業の安全衛生活動に関する研究は、欧米諸国等で数多く見受けられる。

共通する研究テーマは、やはり安全活動の推進力が弱い中小企業の安全確保をどうするか

であり、中小企業に対する外部支援の充実を求める研究が多い 5）～18）。 
具体的には、企業負担の少ない外部支援先、外部支援メニュー、優先すべき支援対象者な

どに関するものである。 
先行研究では中小企業の安全確保策として、①外部支援の充実、②中小企業に適した安全

活動促進、③経営者クラスの安全意識向上の大きく 3 つをテーマとした研究が行われてい

るが、これらを整理すると、中小企業の安全を確保するためには、中小企業に適した安全活

動の促進、中小企業の経営者クラスの安全意識の向上が必要とされ、それらを実現するため

には、外部支援の充実が必要ということになる。 
先行研究では、政府機関、労働組合等の公的機関による外部支援の効果が高いとされてい

る。わが国の建設業においても、労働安全衛生行政施策は、労働安全衛生行政が、建災防、

関係業界団体、発注者と一体となって総合的に推進することが掲げられるなど、公的支援・

指導の枠組みはある。 
 

３．中小企業における安全問題の原因構造 

中小企業の安全問題を解決するため、「中小企業の労働災害発生割合が高い」ことを解決

すべき最上位の問題に掲げ、その原因構造を以下のようにとらえる（図 4）。 
「中小企業の労働災害発生割合が高い」ことの直接的な原因には、中小企業は大手企業と

比べ安全管理水準が低いことがあげられる。ただ、人材面、資金面等に余裕のない中小建設

企業の多くは、自助努力で安全管理水準を高めることには限りがあり、外部からの支援・指

導を受けることが求められる。 
しかしながら、対価を伴う支援は、財政的余裕がないため受けられない、あるいは、たと

え財政的余裕があったとしても、経営者が、安全意識の低さから、安全管理水準を向上させ

る必要性を感じず、対価を伴う支援を受けていない。一方、対価を伴わない公的な支援・指

導は、中小企業が膨大な数に及ぶことから、支援・指導すべき中小企業を見つけられないこ

とや、現状、効果的な支援・指導ができていないことが原因で、うまく行われていないとと

らえられる。 
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図 4 解決すべき中小企業問題の原因構造 
 

４．中小企業の安全問題解決のため今後の法規制のあり方 

 大手・中堅企業と比べ、経営体力が弱い中小企業の労働災害防止を推進するため、法規制

をどのようにとらえればよいか。 

後述する国内外文献調査（Ｗｅｂ調査含む）に基づきとりまとめた「５．労働安全衛生行

政による中小企業の指導（建設業の事例）」、「６．イギリスにおける中小企業問題への対応」

などを踏まえ、今後の法規制のあり方を表１に示す。 

表１ 今後の法規制のあり方 

①大手・中小を問わず危険有害な作業に対し効果的に法規制をかける 

②法規制に基づき労働安全衛生行政による効果的な中小企業への指導を推進する 

③法規制により支援・指導すべき中小企業を見つける 

④中小企業に対し法規制の理解を促進させるため法規制を簡易化・簡素化する 

 

①大手・中小を問わず危険有害な作業に対し効果的に法規制をかける 

 特段の危険有害な作業から働く者を守るため、法規制をかけることは必要なことである。

今後も、効果的に法規制をかけることにより、中小企業の安全確保を図ることが求められる。 

好事例として、平成 27年 7月、足場に関する墜落防止措置などを定める改正労働衛生規

則の施行において、足場の組立てなどの作業を対象に特別教育を定めたことがあげられる

（安衛則第 654条、第 655条の 2）。 

これにより、足場の組立て作業を行う一人親方の多くも特別教育を受講した。一人親方は、

安全教育を受講すればその時間は稼ぎを得られないことなどから、受講したがらない傾向

にあるが、この規制により、特別教育を受講しないと足場が組めなくなり、建設工事に携わ

る一人親方は、ほとんど足場組立て作業をすることから、この特別教育を受講し、足場の正

（その原因）

支支援援・・指指導導すすべべきき
中中小小企企業業をを

見見つつけけらられれなないい

効効果果的的なな支支援援・・指指導導
ががででききてていいなないい

中小企業の
労働災害発生割合が高い

（直接原因）

中小企業の
安全管理水準が低い

（外部支援に関する課題）

(対価を伴う)支援・
指導を受けていない

公公的的支支援援・・指指導導がが
ううままくく行行わわれれてて

いいなないい
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しい組立て方法等の教育を受けるようになった。 

今後も、中小企業の事業場でよく行われる危険有害な作業には、特別教育等の法規制は有

効であると考えられる。 

 

②法規制に基づき労働安全衛生行政による効果的な指導を推進する 

中小企業の安全管理水準を向上させるためには、効果的な公的指導が求められる。 

これまで、労働安全衛生行政は中小企業に対し様々な指導を行っている。「５．労働安全

衛生行政による中小企業の指導（建設業の事例）」のとおり、建設業では、行政通達に基づ

き、建設工事の規模別（①超大規模建設工事（規模が特に大きく、かつ労働安全衛生行政上、

特に注目を要すると認められる建設工事として厚生労働本省から指示があるもの）、②大規

模建設工事（労働安全衛生法第 15条により統括安全衛生責任者の選任が義務づけられた建

設工事（一部の建設工事を除き、労働者 50人以上））、③中規模建設工事（大手建設業者が

元請の中規模建設工事（①、②、④以外））、及び地場建設業者が元請の中規模建設工事）、

④小規模建設工事）に指導が行われていた。 

様々な業種において、このような中小企業に対する指導の実態を把握し課題を抽出し、よ

り効果的な指導を見出すことが求められる。 

 

③法規制により支援・指導すべき中小企業を見つける 

 中小企業に対し、効果的な公的支援・指導ができない要因の一つに、支援・指導すべき中

小企業をみつけられない課題がある。 

例えば、建設業における小規模建設工事における指導上の課題は次のとおりである。 

小規模建設工事（上下水道、木造家屋等低層住宅、電気通信施設、ガス供給施設等）では、

労働基準監督署に対し、適用事業報告や特定元方事業報告、足場等設置届等提出のないもの

がほとんどである。このため、工事関連情報の収集が難しく、個別の監督指導として指導計

画に盛り込まれることはほとんどない。 
上下水道等の公共工事は、発注者に呼び掛けて合同パトロールを実施しているところも

あるが、労働基準監督署の管轄によっては、複数の市町村にまたがるケースや複数の部署に

またがるケースもあり、日程調整等が難しいことや、実際に同行する発注者側の労働災害防

止意識が高くないケースがあるなどの問題もあり、十分な効果を上げているとはいえない。 
上下水道、電気通信施設、ガス供給施設等の維持・修繕工事は、不定期で行われることが

多く、予め指導計画に盛り込むことは難しい。ただ、監督官が別の目的での外出中に、これ

らの工事を見かけた際、必要に応じ監督指導するケースはある。木造家屋等低層住宅建築工

事も同様に工事の存在を知ることが難しく、死傷病報告が提出され初めてその工事の存在

を知ることが多い。ただ、死傷病報告が提出された時には、既に工事が完了していることも

あり、適切な指導が行われているとはいえない。 
 このような支援・指導すべき中小企業を見つけるため法規制をかけることも考えられる。
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参考となる事例として、デンマークでは、法規制により労働安全衛生推進機関への入会を義

務づけている（表 2）。 

このように、危険有害な作業の対象となる特定の業種、業界を対象とした法規制も有効で

あると考えられる。 

表 2 中小企業労働衛生支援（デンマーク）19) 

①実施主体 
OHS（Occupational Health Service Centre、労働衛生サービスセンター） 

②概要（事業実施期間：1996 年～2000 年） 
北シェラン島にある OHS は、デンマーク企業の労働衛生促進の中心的役割を担う公的

機関である。1998 年施行の職場環境法では、特定セクター（工業等）に属する企業は OHS
への入会が義務づけられた。 
本事業は、OHS 会員の中小企業のうち、製造業、建設業、サービス業（ホテル、レス

トラン等）を主対象に、通常業務に導入できる支援策の開発を目的に、中小企業向けコン

サルティングサービス、作業環境評価、就業後セミナー、中小企業間交流セミナー、地方

雇用主団体との交流、中小企業向け情報提供（ニュースレター、地方週報向け記事等）等

を行った。運営資金は全国労働環境委員会が拠出した。 
本事業は、a．中小企業経営者へのヒアリング調査、b．提供サービス開発、c．視察、d．
中間評価、e．視察・サービス点検、f．最終評価、g．外部評価の順に行われた。OHS は

参加企業 324 社の半数超を視察し、中間評価ではほとんどの中小企業は OHS に満足と

回答した。 

④中小企業に対し法規制の理解を促進させるため法規制を簡易化・簡素化する 

欧米諸国でも中小企業が全企業の大半を占める。労働災害防止活動が浸透しないのは、a．

労働災害リスクや労働安全衛生法規に関する知識不足、b．労働災害防止活動を推進するた

めに必要な時間や資料の不足、c．労働安全衛生担当部門がないことや労働安全衛生行政と

の接点がないこと、d．相談体制の未整備、e．労働災害防止意識の欠如、f．労働災害防止

活動が社長（オーナー）任せなどが指摘されている 20)。 

この Euro-stat 調査のとおり、労働災害防止活動が浸透しない理由の一つである労働安

全衛生法規の知識不足を解消するためには、法規制の簡易化・簡素化があげられる。 
これは、長年にわたるイギリスの取り組みが参考になる 
Web 文献調査結果を「６．イギリスにおける中小企業問題への対応」にとりまとめたと

おり、イギリスは、安全衛生に関する法律とそれに伴う事務手続きをスリム化し、中小企

業・自営業者でもアクセスしやすいものにしていった。直接的に「中小企業・自営業者向

け」と銘打った法律ではないとしても、簡易化・簡素化がその活用を進め、労働災害防止

につながったのではないか。ただ、安全を確保するために必要な要件を保持しながら簡易

化・簡素化していくプロセスは容易なものではない。長期的な取り組みが必要である。 
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本調査の結果、日本の中小企業・自営業者に適用できると考えられるものは以下のとお

りである。 
 

ａ．労働安全衛生法の補完、パッケージ化  

業種ごとに、「これを守ればほぼ労働安全衛生法を守ることになる」というパッケージを

作成し、全てを参照しなくても良いようにする。「シックスパック規則」が参考になる。 
ｂ．用途によって規則の適用基準を変える 

「爆発物に関する指針」がわかりやすい（pp.29～）。規則をサポートする指針を複数のレ

ベルに分割し、用途によって推奨する基準を変えている。一枚岩的に同じガイドラインを勧

めるのではなく、用途によって細かく基準を設定されたものはわかりやすい。 
 
今後、日本の労働災害の防止を進めていくうえで、企業の大多数を占める中小企業・自営

業者に向けた法整備は必須になっていくであろう。その際に、ただ不必要な法律を廃止・結

合するのではなく、一つの法律がどのレベル（リスクレベルや事業規模等）の企業にどの程

度必要なのか、義務なのか自主的なものなのかなど、わかりやすい形で出していくことが必

要となる。イギリスでは、膨大な法律を改正・廃止・結合することに加え、これらの作業が

丹念に行われている。また、事業ごとに法律をパッケージ化する等、枝葉に分けて結合する

取り組みも評価できる。 
本調査によりみえてきたものは、大切なのは法律を簡易化・簡素化したその先の取り組み

であるということだ。簡易化・簡素化だけでは、中小企業・個人事業主にとってアクセスし

やすい法律にはならない。その法律を守るべきは誰なのか。自分たちが当事者であれば、そ

の法律をどこまで守るべきなのか。そこまで整備して初めて、法律の簡易化・簡素化が労働

災害防止につながると考えられる。 
 

５．労働安全衛生行政による中小企業の指導（建設業の事例） 

（労働安全衛生行政による建設業における中小企業の指導に関する通達） 
労働安全衛生行政は、1963 年に開始した新産業災害防止総合 5 か年計画（計画年度：1963

年度～1967 年度）で建設業を重点業種に定めて以来、その後、今日まで 5 年ごとに策定さ

れた労働災害防止計画のほとんどにおいて建設業を重点業種と位置づけている 22)。 
労働安全衛生行政は、建設業の労働災害防止対策の基本方針として、工事現場における元

方事業者による統括管理の実施、関係請負人を含めた自主的な安全衛生活動の推進を基本

に、工事現場を管理する本店等の間接部門が的確に指導・援助を行うとともに、労働災害防

止団体、関係業界団体、発注者、労働安全衛生行政が一体となって総合的に推進することを

掲げている 23)。 
現状、建設業への指導は、この基本方針の下、労働基準局長通達「建設業における総合的

労働災害防止対策の推進について」（2007 年 3 月 22 日付、都道府県労働局長宛）23)に基
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づいている。本通達では、「建設業における総合的労働災害防止対策」24)により労働災害防

止対策を推進するとし、事業者を含めた実施主体別（事業者、建災防、総合工事業団体、専

門工事業団体、発注者）の要求・要請事項が表 3のとおり定められている。 
このうち、事業者においては、中小建設業者の施工がほとんどを占める小規模の上下水道

等の建設工事の重点事項として、①安全衛生管理の充実（a.作業主任者の直接指揮による作

業の実施（掘削及び土止め支保工組立作業）、b.元請業者が推進主体となり、発注者、関係

団体の協力を得て、下請業者に対し作業員を安全講習会等に参加させること）、②災害防止

対策の重点事項（重機関連災害、土砂崩壊災害、自動車等による災害の防止）が求められて

いる。それに対し、労働安全衛生行政は、事業者が的確に労働災害防止対策を実施するよう

必要な指導等を行うとともに、建災防、関係業界団体、発注者それぞれの役割に応じ、適切

な措置が実施されるよう必要な指導・要請等を行うと定められている。 
 

表 3 建設業における安全衛生管理の実施主体別要求・要請事項 
実施主体 要求・要請事項 

事業者 事業者が講ずべき措置の基本事項は、①工事の計画段階における安全衛生の

確保、②安全衛生管理体制の整備等、③工事用機械設備に係る安全性の確保、④

適切な方法による作業の実施、⑤安全衛生教育等の推進、⑥労働衛生対策の徹

底、⑦建設業附属寄宿舎、⑧出稼労働者の労働条件確保の 8 項目。 
また、建設工事別に①ずい道建設工事、②橋梁建設工事、③道路建設工事、④

小規模の上下水道等の建設工事等、全 12 工事の重点事項が定められている。 
このうち、小規模の上下水道等の建設工事の重点事項は、①安全衛生管理の

充実（a.作業主任者の直接指揮による作業の実施（掘削及び土止め支保工組立作

業）、b.元請業者が推進主体となり、発注者、関係団体の協力を得て、下請業者

に対し作業員を安全講習会等に参加させること）、②災害防止対策の重点事項

（重機関連災害、土砂崩壊災害、自動車等による災害の防止）である。 
これらの措置の確実な実施及び自主的な安全衛生活動の推進のため、危険性

又は有害性等の調査等（リスクアセスメント）の実施に努め、労働安全衛生マネ

ジメントシステムの導入を促進し、組織的かつ体系的に安全衛生水準の向上を

図ることなどが求められている。 
建災防 労働災害防止に関する長期的な事業計画の策定、各種情報の分析・提供、調査

研究活動の推進、安全衛生教育の充実、広報活動の推進、安全衛生診断、安全衛

生相談等事業者に対する支援事業の実施等、事業者の労働災害防止対策の推進

に対する必要な指導・援助を主体的に行い、また、危険性又は有害性等の調査等

（リスクアセスメント）の実施、労働安全衛生マネジメントシステム導入の促

進等が要請されている。 
総合工事業

団体 
建災防との連携の下、各種工法、工事用機械設備等に対し安全性の確保に関

する自主的基準の設定及び周知並びに安全衛生意識の高揚のための諸活動の企

画・実施、危険性又は有害性等の調査等（リスクアセスメント）の実施、労働安

全衛生マネジメントシステム導入の促進等が要請されている。 
専門工事業

団体 
建災防との連携の下、安全衛生意識の高揚のための活動、それぞれの専門職

種に応じた安全作業マニュアル等の作成・普及、安全パトロール、安全衛生教育
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等の実施、危険性又は有害性等の調査等（リスクアセスメント）の実施、労働安

全衛生マネジメントシステム導入の促進等が要請されている。 
発注者 計画段階における安全衛生の確保とともに、施工時の安全衛生の確保に配慮

し、労働安全衛生マネジメントシステム等自主的な安全衛生活動の取り組みを

評価する仕組みの導入等、事業者が積極的に安全衛生管理を展開するような環

境づくりが要請されている。 
資料：厚生労働省「建設業における総合的労働災害防止対策」 

 
（上の通達に基づく小規模建設工事等工事規模別の指導に関する通達） 

この通達を受け、労働安全衛生部各課長連名通達「建設業における総合的労働災害防止対

策の具体的な実施に当たって留意すべき事項について」（同日付、都道府県労働局長宛）25)

が発出されているが、そこには、労働安全衛生行政における監督指導、個別指導等の具体的

進め方が建設工事の規模別に示されている。具体的には、①超大規模建設工事（規模が特に

大きく、かつ労働安全衛生行政上、特に注目を要すると認められる建設工事として厚生労働

本省から指示があるもの）、②大規模建設工事（労働安全衛生法第 15 条により統括安全衛

生責任者の選任が義務づけられた建設工事（一部の建設工事を除き、労働者 50 人以上））、

③中規模建設工事（大手建設業者が元請の中規模建設工事（①、②、④以外））、及び地場

建設業者が元請の中規模建設工事）、④小規模建設工事に区分されている（図 5）。 
この中で、④小規模建設工事は、ａ.上下水道工事等、ｂ.木造家屋等低層住宅建築工事が

示され、このうち、ａ.上下水道工事等では、対策推進上の着眼点として、「上下水道、電気

通信施設、ガス供給施設等の工事については、一般的に安全衛生に関する知識等が十分でな

い中小建設業者が施工することが多く、工事現場単位で安全衛生管理を遂行することが困

難な場合が多くみられるため、施工業者単位で各工事現場について一元的に安全衛生管理

を行う体制整備が行われるよう指導を行うこと」と示されている。 

 

図 5 建設工事の規模別指導区分 

①超大規模建設工事（規模が特

に大きく、厚労省から別途指示が

あるもの）

②大規模建設工事（統括安全衛生

責任者選任義務づけ（労働者50人

以上等））
③中規模建設工事（①②④以外）

上下水道工事（公共工事）

④小規模建設工事

電気通信施設工事

ガス供給施設工事

木造家屋等低層住宅建築工事
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また、指導の留意点には、①発注者の協力を得て、工事発注状況を把握し、パトロール方

式により効果的に実施すること、②集団指導等により経営者等の安全衛生意識の高揚を図

ること、③災害多発業者の経営者等を招集し、災害事例発表、安全衛生改善対策の検討等を

内容とする集団指導を実施するとともに、危険性又は有害性等の調査等（リスクアセスメン

ト）の実施も指導すること、④小規模掘削工事に当たっては、「土止め先行工法に関するガ

イドラインの策定について」に基づき指導することなどが示されている。 
（労働安全衛生行政、専門工事業団体、公共工事発注者が一体となった支援・指導の必要性） 

労働安全衛生行政は、このような行政通達に基づく指導を行い、そこには、建災防、関係

業界団体、発注者と一体となり総合的に推進することが定められている。中小建設業者の施

工がほとんどを占める小規模な上下水道工事等であれば、関係業界団体は専門工事業団体、

発注者は公共工事発注者が主たる対象となる。今後、建設業の労働災害の更なる減少に向け、

安全活動の推進力が弱く、建災防非会員であり、民間の安全コンサルタント等、外部からの

対価を伴う支援を受けることが難しい中小建設業者に対し、労働安全衛生行政、専門工事業

団体、公共工事発注者が一体となった公的支援・指導が求められる。 

 

（小規模建設工事における指導上の課題） 

小規模建設工事（上下水道、木造家屋等低層住宅、電気通信施設、ガス供給施設等）では、

適用事業報告や特定元方事業報告、足場等設置届等提出のないものがほとんどである。この

ため、工事関連情報の収集が難しく、個別の監督指導として指導計画に盛り込まれることは

ほとんどない。 
上下水道等の公共工事は、発注者に呼び掛けて合同パトロールを実施しているところも

あるが、労働基準監督署の管轄によっては、複数の市町村にまたがるケースや複数の部署に

またがるケースもあり、日程調整等が難しいことや、実際に同行する発注者側の労働災害防

止意識が高くないケースがあるなどの問題もあり、十分な効果を上げているとはいえない。 
上下水道、電気通信施設、ガス供給施設等の維持・修繕工事は、不定期で行われることが

多く、予め指導計画に盛り込むことは難しい。ただ、監督官が別の目的での外出中に、これ

らの工事を見かけた際、必要に応じ監督指導するケースはある。木造家屋等低層住宅建築工

事も同様に工事の存在を知ることが難しく、死傷病報告が提出され初めてその工事の存在

を知ることが多い。ただ、死傷病報告が提出された時には、既に工事が完了していることも

あり、適切な指導が行われているとはいえない。 
 

６．イギリスにおける中小企業問題への対応 

欧米諸国を見ても、中小企業向けの労働安全衛生法を別立てで成立させている国は見受

けられない。 
イギリスでは、表 4のようなやり方で、実質的に中小零細・自営業者の法律遵守を促して
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いる。 
表 4 イギリスにおける中小零細・自営業者の法律遵守促進策 

①労働安全衛生法（規則、指針）を簡易化し、中小企業の法遵守を容易にする 
②労働安全衛生法（規則、指針）で求められる事務手続きを簡素化し、中小企業の負担を

軽くする 
 
元来、イギリスは「法律遵守型」と呼ばれ、事業者が法律を守らなかった場合に厳しい罰

則を課すタイプの法律体系をとっていた。しかし、法律遵守型は、事業者が自主的にリスク

を除去・減少させようとするものではなく、労働災害や問題が起こるたび法律を増やさざる

を得ず、結果として膨大で複雑な法律となっていった。その問題に対して、イギリスは上記

①、②を実践することにより、中小零細企業・自営業者でも法律にアクセスしやすいシステ

ムを作ってきた。 
 

①労働安全衛生法（規則、指針）を簡易化し、中小企業の法遵守を容易にする 
重複、時代遅れ、不要な法律が膨大な分量になり、マンパワーやコストが限られている中

小零細企業や自営業者には大変な負担となっていた。イギリスでは、これらの企業が無理な

く法律にアクセスできるよう、ローベンス、ロフステッド、ヤング等の有識者による提言な

どを取り入れながら、煩雑な法体系を整理していった。 
 

②安全衛生法（規則、指針）で求められる事務手続きを簡素化し、中小企業の負担を軽くす

る 
膨大な法律を遵守するためには、煩雑な事務手続きを行わなければならず、それが輪をか

けて中小・零細企業や自営業者の法律へのアクセスを難しくしていった。法的遵守の手続き

が煩雑なことにより、政府もコストがかかり、企業側もコストがかかるという誰にもメリッ

トのない構造となっていた。それを改革するため、イギリスは国家主導で、コストがかかる

法律遵守のための手続きを洗い出し、定義の明確化や規制の緩和を行うことで、コストカッ

トに成功した。これは中小零細企業・自営業者にとってもコスト削減に繋がるため、win-
win な政策といえる。 

労働安全衛生の根幹ともいえる労働安全衛生法及び関連規則を結合、簡易化・簡素化する

ことは非常に難しい仕事である。特に、建設業を含むリスクの高い産業に関わる法律・規則

を安易に削除してしまえば、取返しがつかないことになる可能性がある。イギリスは果たし

て、どのようにしてこの難題に答えを出してきたのか。  
６－１では、煩雑化し、膨大に膨れ上がったイギリスの法律が、企業（特に中小零細企業）

にとって大きな負担となっていることに対し、ロフステッド教授やヤング卿が提案した法

律（規則）の簡易化案及び、その提案に政府がどこまで対応し、規則を改廃したのかを整理

した。労働安全衛生について妥協することなく、法律（規則）を簡素化していくためにはど
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うしたら良いか。また、改廃の結果として残った、現在の規則一覧についても掲載した。 
６－２では、労働安全衛生法（規則）の煩雑化に伴う事務手続きの増加がイギリス政府の

財政を圧迫し、さらには中小企業の法律遵守を難しくしている点に触れ、政府が主導で取り

組んだ法律の簡素化とそれに伴う事務手続きの簡素化の過程について紹介する。 
特に、ロフステッド教授に提言を受けて 2005 年～2010 年の間に実施された「行政負担

軽減プログラム（The Administrative Burden Reduction Programme：ABRP）」は、事務

手続きのコスト削減と簡素化に貢献している。 
 

６－１ イギリスの法律の簡易化・簡素化の経緯 
（１）イギリスの法体系 

イギリスの労働安全衛生法は、19 世紀前半に制定された「工場法」（Factory Acts）から

の流れをくみ、労働災害防止措置を講ずることを怠った事業者に厳しい罰則を課すもので

ある。これは「法規遵守型」と呼ばれる労働災害防止対策であり、労働災害防止に大きな役

割を果たした反面、労働安全衛生関係法令が細分化して膨大となり（8 つの法律＋500 以上

の規則類）、後に EU が提唱する「中小企業の労働安全衛生施策」を実施するうえで足かせ

となった。また、この膨大な労働安全衛生法令により、事業者による自主的な安全衛生活動

がしづらくなった。このため、政府は「法律では原則的な規定を置き、それを補完する規則

や実施準則を設ける」ことを基本とした労働安全衛生対策を導入した 26)。イギリスの法体

系をまとめると表 5のようになる。 
 
 

表 5 イギリスの法体系 

 
イギリスでは、労働安全衛生法の煩雑さと膨大な分量が問題視され、さまざまな専門家の

提言を受けながら法律の簡易化・簡素化と組織の一元化に取り組んできた。 
ここでは、各専門家の提言と、それに伴う法律・規則の改廃の変遷について説明する。大

きくは図 6のとおりである。 
 

指針（Guidance）
規則（Regulations）
実施準則（Approved Code of Practice: ACOP）

EU法
労働安全衛生法

法を補完

する規定
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図 6 専門家の提言と法律・規則の改廃等の流れ 
（２）ローベンス報告 (1972) と労働安全衛生法（1974） 

イギリスの労働安全衛生法が制定されたのは 1974 年であり、これがイギリスの労働安全

の中核を為す法律として現在も受け継がれている。この法律が制定される前は、19 世紀前

半に制定された工場法（Factory Acts）がメインの法律であった。工場法は、当時のイギリ

スは綿紡績工場で働く児童／若年労働者の労働環境が劣悪であり、労働者の年齢、労働時間、

労働環境等を規制する目的で制定された。工場法の流れを受け継ぐ形で 1974 年労働安全衛

生法が制定される際に、1972 年にイギリスの雇用省に提出されたローベンス報告の勧告が

取り入れられた。ローベンス報告での改善を求める提言は、以下の点に言及している 。 
・安全衛生問題を所管するあまりにも細分化された行政組織（8 省庁に分かれていた） 
・膨大で細分化されすぎた関係法令（8 つの法律、500 以上にものぼる規則類） 

1833～ 工場法
・綿紡績での劣悪な労働環境
・女性・子どもを働かせるシステム

1972 ローベンス報告

・安全衛生を所轄する行政組織をシンプル化すること
・膨大で細分化された関係法令を簡素化すること
・時代遅れの法令システムを改善すること
・「法令遵守型」から「自主対応型」への転換

工場法を廃止、HSEの設立

1974 1974年労働安全衛生法の施行
・法的な基準は最低限
・自主的な対応を尊重する
・「大きなリスクは許容しない」（許容できるリスクはやむを得ない）

2010 ヤング報告書

・英国首相からの委託
・「補償の文化」への取り組みを促す
・低リスクの職場の義務の軽減
・法律の結合・簡素化
・「法令遵守型」ではなく、リスクベースのアプローチを

RIDDORの改正

「安全を軽視している」との批判で、2010年末に辞任

2011 ロフステッド教授の提案
・時代遅れの法律を廃止
・重複した規則を削減
・安全衛生向上に関係のない規則を削除

↓
中小企業の負担を減らす

欧州連合（EU）の発足とともに

1992 欧州連合条約の調印
欧州連合（EU）の発足
→EU指令等含め、法律の煩雑化が予想される

1992 シックスパック規則
・EUが最低限遵守すべきEU指令を6つにパッケージ化
→その後、イギリスでも施行

2013 安全衛生（些細な改廃）規則
在来型タワークレーン、頭部保護規則など、法的枠組み
をシンプルにするために法令1つと12の文書、1961年工
場法の関連規定を取り消した。
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・細分化された法律、規則に依拠し過ぎて、事業者の責任や自主性、自発的な取組みが軽視

される結果となっている。 
・細分化され過ぎた行政組織、法令等が要因となって、人的、組織的な要因等が十分には考

慮されず、技術革新への速やかな対応ができるシステムになっていない。  
労働安全衛生関係法令の簡易化・簡素化についての言及はもとより、それまで「法規遵守

型」と言われていた形（事業者に法的な義務を課し、遵守することを厳しく求めること。違

反した場合には罰則を課す）に問題意識を持ち、「自主対応型」（例：リスクアセスメント）

を取り入れていけるよう法改正を促した。 

  
（３）シックスパック規則（1992） 

 1992 年に欧州連合（EU）が発足し、これにより、欧州指令等が加わる影響で、イギリス

国内の法律がさらに煩雑化することが予想された。これを受け、同年、EU 指令と 1974 年

イギリス労働安全衛生法を遵守し、労働災害を防止するため、EU が EU 指令を 6 つにまと

めた「シックスパック規則（”Six Pack” Regulations）」を 発効した 27)。はじめは欧州委員

会が発効し、その後、イギリスでも施行された。シックスパック規則の指令は以下のとおり

である 28）（作業設備の設置と使用規則（1998）、職場における安全衛生管理規則（1999）
は，1992 年に制定された規則の改定版である）。 
 
① 職場における安全衛生規則（1999） 

・雇用主は、従業員の年齢や経験などを考慮し重大なリスクを見積もる義務がある。 
② 作業設備の設置と使用規則（1998） 

・作業設備は意図された目的に適したものである 
・作業設備は適切に維持されなければならない 
・雇用主は、使用している機器・設備について、正しい使用方法についての情報、指示、教

育訓練を行わなければならない 
・機器の使用に特定のリスク（あるいはメンテナンス、改造、修繕の必要）がある場合、そ

れは特定の訓練を受けた労働者が行わなければならない 
・雇用主は、機械の危険なところには人が立ち入らないようにし、物品、物質、ガス、液体、

粉塵などの排出、過熱、火災、爆発、機器の部品の倒壊、極端な高温や極端な低温から表

面を保護する 
・雇用主は、すべての制御装置が安全に使用でき、かつ明確にわかるようにする。特に、非

常停止を含む制御は、安全衛生を守るよう設計されなければならない 
・全ての機械は電源を切ることができるようにする 
・機器、プラント等は、必要に応じて、クランプ等で安定させなければならない 
・設備や機械等を安全に使用するのに十分な照度が必要である 
③ディスプレイ装置安全衛生規則（1992） 
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PC の使用を対象とした規則。従業員は、スクリーンを使用する場合は休憩をとることが

許可されなければならない。また、雇用主は従業員に対して視力検査を行う義務がある。視

力が思わしくなかった場合は、眼鏡やコンタクトレンズの費用を雇用主が負担する。 
④ マニュアル操作取扱規則（1992） 

雇用主は、怪我をするリスクを伴う手作業（マニュアル操作）を行わないよう努める。や

むを得ず行う場合は、リスクを評価し、リスク低減措置を講じる。 
⑤ 職場（安全衛生及び福祉）規則（1992） 

施設と敷地の維持管理について定めた規則である。具体的には表 6のとおりである。 
 

表 6 職場規則の対象 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⑥ 職場における個人用保護具規則（1992） 

・雇用主は、他の方法によってリスクの管理や除去が叶わない場合には、適切な個人用保護

具を提供しなければならない 
・個人用保護具は、関わってくるリスクと、行う作業に合ったものでなければならない 
・複数の個人用保護具を着用しなければならない場合、それらは両立するものであり、同時

に着用したときに効果があるようにしなければならない 
・雇用主は、個人用保護具を購入する前にリスクアセスメントを実施し、他の方法によって

リスクがコントロールできないか確認し、そのリスクをコントロールするのに個人用保

護具が最適なのかを確認する 
・個人用保護具は、点検・修繕を行い良好な状態を保ち、必要に応じ洗浄または交換を行う 

Maintenance メ ンテナンス

Ventilation 換気

Temperature 温度

 Lighting 照明

Cleanliness 清潔

Space and room size 空間の広さ

W orkstations PC

Seating must be provided for

each person doing that work.

業務中の従業員全員に座る

場所を確保するこ と

Floors 床

Falls – precautions should be

taken to prevent people from

falling

転倒―労働者が転倒し ないよ

う 対策を講じ るこ と

W indows; construction and use 窓（ 構造と 使用）

Traffic routes 交通路

Doors and gates ド アと 門

Escalators エスカ レータ ー

Sanitary conveniences ト イ レ

W ashing facilities 手洗い場

Drinking water 水飲み場

Clothing 衣類

Rest and meals 休憩場・ 食堂
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・雇用主は、使用しない個人用保護具の保管場所を準備しておく 
・雇用主は従業員に対して、個人用保護具を使わなかった場合のリスク、個人用保護具を維

持するために従業員が取るべき手順について、情報、指示、教育の提供を行う 
・雇用主は、提供された個人用保護具が適切に使用されているかを確認するための措置を実

施すること。保護具を提供するだけではなく、必ず使用する 
・従業員は指示通りに個人用保護具を使用し、なくしたり明らかに欠陥があったりするなど

の場合は雇用主に必ず報告する 
 
メインの規則である「職場における労働安全衛生管理（1999）」は”Management Regs”1

としてよく知られている。この規則によって、各職場で安全な状態を保つために、リスクア

セスメントを実施することを雇用者の法的義務として課しており、今日の安全衛生アプロ

ーチに繋がる規則となった。Management Regs 以外の法律でも、暖房、照明、換気、パソ

コンのディスプレイ、キーボード、重量のある荷物、休憩時間、個人用保護具などの幅広い

分野をカバーしている。シックスパック規則に違反して労災事故が発生した場合、それは雇

用主の責任として追及される。 
シックスパック規則を受け、企業側は、工程に手を加えたり修正したりするよりは、安全

教育を取り入れるケースが多くなった。 
 

（４）ヤング報告書（2010） 
ａ．ヤング報告書作成の背景 

イギリスの労働安全衛生の法律の簡易化・簡素化に大きな影響を与えた提言として、ロフ

ステッド教授とロード・ヤング卿がいる。彼らは当時の英国首相から委託され、2010 年～

2015 年ｍ安全衛生に関する報告書「Common Sense - Common Safety」を発表した。この

報告書は、安全衛生の適用について改善を促し、補償の文化（compensation culture）に取

り組むことを目的として書かれた 29)。 
ヤング報告書の執筆を委託した当時の英国首相（キャメロン）は、本報告書の目的を表 7

のように述べている 30)。 
 

表 7 ヤング報告書作成の目的（英国首相コメント） 
 
労働安全衛生は重要であるにも関わらず、多くの場合、大きなリスクから人々を守るよ

うに意図して作られた優れた法律は、リスクがどれほど低いとしても全ての命を守るこ

とができるよう、不適切に拡大されている。 
 
その結果、労働安全衛生が高く評価されるどころか、世の中から見た安全衛生の地位は

 
1 Management Regulations の略称。「管理規制」のこと。 

－2572－



17 
 

かつてないほど低くなっている。メディアは、正しいことをしようとする人々や、強大な

社会を作ることに力を注ぐ組織を邪魔しようとする官僚主義ばかりを報じる。その結果、

企業は官僚主義、混乱、そして些細な事故で訴えられる恐怖で動けなくなっている。 

 
損害補償の文化が生まれ、人々はまるで自分の行動に対する個人的な責任から逃れる

ことができるかのようになってしまった。 
 
このままではいけない。だからこそ、私はロード・ヤング卿にこのレビューを作成する

よう依頼した。労働安全衛生に「常識（コモンセンス）」を取り戻そうと思ったのだ。 
 
この報告書がターニングポイントとなることを願っている。ヤング卿は、政府が全面的

に支援する広範囲に及ぶ将来的にも影響のある提案を行ってきた。我々は、クレーム管理

会社のプロモーション活動と、それらが永遠に続くことに加担する補償の文化を縮小し

ようと考えている。 

 
また、ボランティア活動の妨げになったり、よその子供たちを助けるのをやめさせた

り、警察や消防の勇敢な行動に罰則を与えるような無意味な規則を廃止する。 
 
このような規則の代わりに、より必要とされる規則に目を向ける。官僚的ではなく、均

整の取れた新しい規則。大人を大人らしく扱い、常識と信頼を取り戻す。 
 

今、我々はこの報告に従って行動を起こす必要があり、これらの重要な課題について、

ヤング卿が私のアドバイザーとして残り、報告書の提案事項を実施することに関心を示

す全部門と協力することに合意が得られたことを喜ばしく思う。 
 

ｂ．ヤング報告書 概要 

ヤング卿の提案の中で、法律の簡易化・簡素化に関わる部分（一部抜粋）を以下に示す。 
 
①補償の文化 

・傷害の場合、請求手続きを簡素化する。 
・少額の医療過失請求をカバーできないか可能性を探る。 
 
②リスクの低い職場 

・オフィス、教室、店舗などの低リスクの職場のリスクアセスメント手順を簡素化する。

HSE は、リスクの低い職場用に、簡単でインタラクティブなリスクアセスメント手順を

作成し、ウェブサイトで利用できるようにする必要がある。 
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・HSE は、低リスクの環境で操業している企業が、自分たちが規則に準拠していることを

確認・記録することができるよう、定期的にチェックリストを作成し、好事例については

オンラインでデモンストレーションを行う必要がある。 
・HSE は、自発的に安全活動を行う組織向けに、チェックリストを作成する。 
・雇用主は、低リスク環境の在宅勤務をしている従業員のリスクアセスメントを免除する。 
・低リスクの事業の個人事業主は、リスクアセスメントを免除する。 
 
③保険 

・保険会社は、低リスクの環境 2で事業を行う企業に対し、労働安全衛生コンサルタントを

雇わせ、リスクアセスメントを丸々実施することを要求することを改めるべきである。 
 
④労働安全衛生関連の法律 

・HSE は、低リスクの活動に従事する中小企業に対し、別個の指針を作成すべきである。 
・現行の散らばった労働安全衛生規則を、使いやすいよう単一の規則に統合すべきである。 
 
ｃ．ヤング報告書（労働安全衛生法に関する提案） 

1974 年に導入された労働安全衛生法は、ローベンス卿の提案を受け、規定的な法律は削

除し、「1961 年工場法」や「1963 年事務所、店舗および鉄道施設法」を統合した。これに

より、これまでバラバラだった検査官の安全衛生上の権限を１つの組織に統合し、HSE を

設立した。HSE は以下のミッションを有する。 
・職場の健康、安全、福祉を確保する 
・仕事中ではない人を、業務で発生する安全衛生リスクから守る 
労働安全衛生法は「合理的に実行可能な限り」という法的義務に関する文言があり、これ

により、リスクとコンプライアンスとコストの両立を図ることが可能となる。また、HSE
が ACOP という形で、実践的な指針を作成することも規定されている。HSE は 1974 年の

法律とその他の関連規則に基づき、原子力施設、高リスク施設（化学、海洋、石油、ガス含

む）、その他の高リスク作業（例：アスベストを扱う作業）など、リスクの高い活動を規制

する責任を負う。これには、「1965 年 原子力設置法（改正）」、「1999 年 原子炉（廃止に向

けての環境への影響の評価）規則」、「1999 年 重大災害危険の管理規則」、「2006 年 職場の

アスベスト管理規則」も含まれる。 
ヤング卿いわく、労働安全衛生法は非常に優れた法律であるが、法令遵守型 3のアプロー

チを取っていたため、リスクベース（リスクを特定して分析するアプローチ）のアプローチ

を取ろうとしても、それを妨げることが多々あった。必要なのは、リスクベースで、それに

基づき企業が独自のリスクアセスメントを行うことである。 

 
2 ここでいう「低リスク」とは、「オフィス」「教室」「小売店」等が定義されている。 
3 法令を遵守しなかった場合には罰則を加えることで、安全衛生を管理しようとするアプローチ。 
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ヤング卿は、労働安全衛生法については、フレームワークの大きな変更は必要ないと述べ

ている（フレームワーク自体ではなく、法律の解釈・実施に改善を加える必要があるとして

いる）。 
また、企業が労働安全衛生関係法に、よりアクセスしやすくする必要があるとしている。

安全衛生の分野では、職場に存在し得るありとあらゆるリスクをカバーしようと、次々に法

律や規則が制定された。その結果、企業はもはやどれとどれを組み合わせて対応すべきか理

解できなくなっている。これは、中小企業にとって大変な重荷である。中小企業向けにもっ

とターゲットを絞った指針が必要である。特に、低リスクの中小企業には、準則の下に、別

個の指針を作成すべきである。 
よって、現在の「垂れ流し」状態の労働安全衛生規則を、企業がアクセスしやすい単純な

ものに統合していくことを推奨する。また、統合は、労働安全衛生法の原則（principles）
に基づき構成し、リスクの大きさに見合った対応を反映するようにする。 
これまでは、リスクの高い環境に対する規則が、リスクの低い活動や事業にまで満遍なく

適用されていた。これは EU の法律でも顕著であった。リスクの大きさに見合った形で規

則を適用するのではなく、慣例的に規則を課するやり方を取っていた。EU 法の追加要件に

より、特に中小企業に関連した労働安全衛生規則の柔軟性が失われ、リスクを減らすのでは

なく、過度な負担を増加させただけの結果となった。 
 
ｄ．ヤング報告書を受けて 

ヤング卿の報告書はメディアで注目を集め、作成を委託したキャメロン首相も、内閣府は

全ての提案を受け入れるとした。しかし、建設業、流通業、技術者組合 UCATT （Union of 
Construction, Allied Trades and Technicians）は、ヤング卿に対し「職場の安全を軽視し

ている」と批判した（その結果、ヤング卿は、2010 年末をもって、政府の安全衛生アドバ

イザーを辞任した）。しかしながら、HSE は、ヤング卿の報告書の提案の実施を先導し、ワ

ーキンググループを設置した。2012 年 4 月、RIDDOR が改正され、従業員が 7 日間傷病休

暇を取った場合にのみ報告の要件が適用されるよう、規則が緩和された 31)。 
 

（５）ロフステッド教授の提案 (2011) 

1974 年、労働安全衛生法（The Health and Safety at Work etc. Act 1974）の導入以来、

イギリスは世界でも最高レベルの安全衛生を確立してきた。ただ、まだ課題は多い。2011～
2012 年の間に労働災害で死亡した労働者は 173 人で、さらに 11 万 1 千人の労働者が負傷

し、推定 180 万人はなんらか業務が原因で疾病に罹っている。これらの統計には、労働者

本人しか含まれていないが、本人のみならず労働者の家族の多大な苦痛と損失、そしてイギ

リス経済への巨額のコスト損失もある。 
HSE は、労働災害の予防という課題に取り組むだけではなく、安全衛生システムの改革

のためにも尽力している。また、原子力発電を含む、国の運営に不可欠なハイリスク産業の
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安全な操業を管理する規制当局でもある。HSE は安全衛生システムを効率化するために、

以下のような作業を行い、法律や指針のフレームワークを簡易化・簡素化した。 
・時代遅れの法律を廃止 
・重複した規制を削減 
・労働安全衛生の成果に向上に関わらない規制要を削除 

この際、イギリスの法制の簡易化・簡素化に大きな影響与えたのが、ロフステッド（Ragnar 
Lőfstedt）教授の報告書「すべての人のための安全衛生を取り戻す：労働安全衛生法制の独

自レビュー」32)である。2011 年 11 月に発表されたもので、イギリスの労働安全衛生システ

ムを抜本的に改革する政府の計画の一環として、イギリスのクリス・グレイリング雇用大臣

から委託されたものである。イギリスの企業（特に中小企業）の負担を軽減できるよう、労

働安全衛生法を簡易化・簡素化により結合したり、あるいは削減したりする方法を検討した

もので、作成段階で、労働者、政府機関、学識者、専門家の意見を反映させている。 
  
ａ．ロフステッド提案の方針 

ロフステッドが、その提案で示した具体的な方針は以下のとおりである 33)。 
ロフステッド教授は、労働安全衛生規則を大きく 3 つのタイプに分けた。一つ目は、多く

の職場に適用される一般的な管理規則。二つ目は多くの職場に適用される危険関連規則、そ

して三つ目は特定かつ複雑な活動のみに適用されるその他の規則である。ロフステッド教

授は、労働安全衛生法の簡易化に向けて、表 8のような図を使い、取るべきアプローチを説

明している。 
表 8 ロフステッド教授の提案したアプローチ 

11997744 年年  職職場場のの労労働働安安全全衛衛生生法法  
管管理理規規則則  危危険険特特定定規規則則  活活動動ままたたはは工工程程にに特特化化ししたた規規則則  

優れた安全衛生管理のた

めの一般的な要求事項。 
 
例：職場の安全衛生管理規

則（能力、情報、教育、義

務保有者との協力関係） 
 
職場の安全衛生（安全と福

祉）規則 
 
応急処置 
など 

全ての作業環境に適用

される、危険に特化した

規則。 
 
例：高所作業規則 
狭溢空間作業規則 
機器の使用に関する規則 
電気 
マニュアル操作 
化学物質と生物学的物質

の規制 
騒音と振動 
など 

特定の工程または複雑な活動

にのみ適用される規則。多くの場

合、義務保有者がどうすべきかを

指示するようなアプローチを取

っており、許可を与える意味合い

もある。 
例：アスベスト資格 
建設設計管理 
ガスの安全と管理 
沿岸の安全 
石油とガス 
主要災害の管理 
圧力システム 
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パイプラインの安全 
ボアホール操作 
など 

実実施施準準則則（（AApppprroovveedd  CCooddee  ooff  PPrraaccttiiccee::  AACCOOPP））  
情情報報、、助助言言、、調調査査、、基基準準ななどど  

 
さらに、結合に関して、ロフステッドが提案した方針は、大きく分けて表 9のように 4 つ

に分けられる。 
表 9 ロフステッド教授の提案した結合の方針 

結合について 
 

方針① 全ての規則を一つの規制に包括的に統合する 

方針② 
同じ名称の規則（例えば、リスクアセスメントの実施、情報や訓練の提

供など）をまとめる 

方針③ テーマ（例えば、一般的な管理の話や、ハザード別等）別にまとめる 

方針④ 関連するトピック同士を結合して一つの規則にする 

 

ｂ．ステークホルダーの反応 

ロフステッドの提案について、ステークホルダーたちはこう述べている。 
「新しい規制をまた読み込むことが必要であり、そこには新たなコストが発生する。規

則よりも指針（ガイダンス）のほうを重宝する傾向のある中小企業にとっては影響が少な

いかもしれないが、いくつもの規制を結合することで、一部の企業にとって関係する義務

を検討しなければならない可能性もある。また、規制の統合にはかなりの時間を要すると

思われる」 
「包括的な規則を作る」という、ロフステッド教授の方針①については否定的な意見が

多かった。 
BCC は、規則を減らし、それに伴う官僚主義的な傾向を撤廃することにより、法律が効

果的に作用することになると好意的な意見を表明した。 
 
ｃ．セクターごとに規則を結合 

規則を結合して包括的な規則を作るということに対し否定的な意見が多かったことを受

け、ロフステッド教授は「セクターごとに規則を結合する」ことを提案した。 
数十年かけ規制の量は減少したものの（35 年前に比べて安全衛生規制が 46%削減）、多

くのステークホルダーは、膨大な数の規制が業務に障害となるという見解を表明してい

る。BCC は、大量の法規制を統合し、簡易化・簡素化することによって、企業のコンプラ

イアンスの負担が大幅に緩和されるという見解を示した。 
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特定セクターごとに規制を統合することにより、 
・規制が最新の業務慣行を反映したものかがわかる 
・不必要な装飾がされていないかわかる 
・規則の重複等を減らし簡易化・簡素化が可能 
セクターごとの統合によりコスト削減ができ、かつ安全性が今までどおり保たれると

HSE が判断したものは、爆発物の他、鉱山、遺伝子組み換え、殺生物剤、石油等がある

（詳細は pp.29～pp.34）4。 
 
ｄ．現代的ではない法律廃止 

イギリスの法律の中には、現代的な文脈で考えて、既に時代遅れのものが多数存在して

いた。ロフステッド教授は、その時代遅れな法律を廃止することを提案した。ロフステッ

ド教授が廃止を求めた規則は、具体的には以下のとおりである。 
・セルロイドと映写機映画法令 1922 
・セルロイドと映写機映画法令 1922（改廃） 規則 1980 
・セルロイドと映写機映画法令 1922（適用除外) 規則 1980 
・建築（頭部保護）規則 1989 → 後に定められた「職場における個人用保護具規則」と

同等の内容であるため 
その他、ロフステッド教授の提案を受けて改廃・変更された法則を表 10に示す 34)。 
 

表 10 ロフステッド教授の提案と実施 
ロロフフスステテッッドド報報告告ででのの

提提案案  
提提案案をを実実際際にに反反映映ささせせたた部部分分  

規制のフレームワーク

を簡易化するよう、不

要な規制を廃止し、冗

長な規制を整理 

HSE は、法規制を全面的に見直し。安全衛生規制の約 84%を改廃

（結合含む）することを目標とする。さらに、法規制全体を 50%
の削減を目指す。 

HSE がセクター別に

法律を結合し、単純化

する 

①殺殺生生物物剤剤 
2013 年 9 月 1 日「EU 殺生物性製品規則 2013(The Biocidal 
Products and Chemicals (Appointment of Authorities and 
Enforcement) Regulations 2013)」が施行された。これにより、

殺生物性剤及び有害化学物質に関する欧州の様々な法律の施行及

び国内当局の任命に関する 7 つの法定文書の規定が統合された。 
②②  爆爆発発物物 

 
4 判断の基準について書かれた資料はなかったが、主要なステークホルダーと緊密に連携し、結合に伴っ

て、安全性に問題が生じないか慎重に検討している。（“Reclaiming health and safety for all: An 
independent review of health and safety legislation” p. 72 より） 
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2014 年 10 月 1 日に「爆発物及びアセチレンの規則（The new 
Explosives and Acetylene Regulations） 」という新しい規則が

施行された。この規則により、イギリスの爆発物の法的なフレー

ムワークが統合され、近代的な文脈に書き換えられた。この規則

をサポートする指針（ガイダンス）も併せて書き換えられ、近代

的かつ簡潔な指針となった。指針は 3 レベルに分けられており、

職場のリスクレベルによって異なる行動を推奨している。（詳細

は pp.29～pp.31） 
③③  遺遺伝伝子子操操作作生生物物 
2014 年 10 月 1 日に「遺伝子操作生物（含有物使用）規則 2014
（The Genetically Modified Organisms (Contained Use) 
Regulations 2014）」が新たに施行。これにより、4 つの規則を 1
つに統合した。新しい規則は、職場のリスクレベルに応じた規制

をかけており、現代の作業慣行や技術を考慮にいれ、柔軟なアプ

ローチを提案。この規則は、イギリスのバイオ企業が、EU の企

業との競争で不利な立場にはならないよう設計されている。ま

た、この規則をサポートする指針も同時に改定。 
（詳細は pp.34～pp.35 参照）   

HSE がセクター別に

法律を結合し、単純化

する（続き） 

④④  鉱鉱山山規規則則 
現行のすべての鉱業関係の安全衛生法が見直しされ、2015 年 4 月

6 日に単一の規則「鉱山規則 2014（The Mines Regulations 2014）」
に置き換えられた。この規則をサポートする指針は一つだけ

（L149）になり簡単化。特定のハザード及びリスクマネジメント

に関する指針については、以前のものをそのまま引き継ぐ。また、

鉱山での応急処置について書かれた ACOP(L43)についても、引き

続き有効となる。（鉱山規則の細かな変更については pp.31～
pp.32 ページ参照） 
 
⑤⑤  石石油油規規則則 
2014 年 10 月 1 日、「石油（統合）規則 2014 (The Petroleum 
(Consolidation) Regulations 2014)」が施行。石油貯蔵に関する 8
つの法律を統合し、内容を近代的にアップデートした。HSE は、

ウェブサイト上の石油関連の情報を更新、ウェブサイトの再設計

を行い、ステークホルダーたちと協力して、石油貯蔵容器に関す

る指針を作成した。（石油規則の細かな変更については pp.32～33
ページを参照） 
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www.hse.gov.uk/fireandexplosion/petroleum.htm 

HSE は、事業者に特定

の義務を課す規制と、

行政要件を定義する規

制、または廃止・改正さ

れる規制を区別するた

め、ウェブサイト上の

情報を再設計する 

HSE は、企業が安全衛生法についての情報を容易に見つけること

ができるよう、法律について書かれたページを再設計した。（2012
年 12 月） 
www.hse.gov.uk/legislation/index.htm 
 
再設計されたページでは、規制が特定の義務を課しているところ

や、管理上の要件を定義しているところを明確にした。 
www.hse.gov.uk/legislation/statinstruments.htm 
 
今後も継続して見直しを行う。 

企業がコストや時間の

削減ができ、かつ内容

が明確に理解できるよ

う、中核となる安全衛

生規則を統合する。

HSE はそのための調

査を行うこと。 

HSE は 2012 年 1 月にこの調査を外部委託。2012 年 12 月に公

表。 
www.hse.gov.uk/legislation/consolidation-ofregulations.htm 
 
2013 年 1 月には、ステークホルダー会議と HSE 理事会の両方

で、調査結果を議論。ロフステッド報告では、指針と行為準則が

メインで、個別具体的な基準としての規則の役割を最小限にとど

める方針が前面に打ち出された。HSE の調査の結果、指針や行為

準則を改善／改定することによるベネフィットは、安全衛生規則

を結合することを上回るものであるということが分かった。よっ

て、安全衛生規則の結合と同時進行で、指針・行為準則の制定／

改定も進めていった。 
労労働働安安全全衛衛生生規規則則のの施施行行 
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HSE は、 
i) すべての地方自治体

に、高リスクの職場の

安全衛生監査および法

の遵守について指示す

る権限を与えるように

する。 
 
ii) 国内の複数の拠点

における、主要機関と

して機能するようにす

る。 

i) 地方自治体は、事業所全体の 50%を占めるオフィス、商店、レ

ジャー活動などのリスクの低い分野での、安全衛生規則について

責任を負う。また、HSE と地方自治体は、中小企業にアクセス可

能な形の情報提供を積極的に行う。（詳細は pp.35） 
（「Good Health and Safety Good for Everyone」35）の「地方自治

体」pp.10 より） 
 
ii) HSE は近代的な規則へと切り替えていくうえで、中心的な役

割を担う。（詳細は pp.35） 
（「Good Health and Safety Good for Everyone」の「HSE」pp.7
より） 
  

労働災害発生から 3 年

以内に安全衛生訴訟を

開始することを目標に

して、関係者が一丸と

なって取り組むべきで

ある。 

この勧告は HSE だけにとどまらず、警察、検察局、地方自治体、

検視官など複数の関係者に関わってくる。HSE は、「労働災害死

亡事故の協定に関する全国連絡委員会（National Liaison 
Committee for the Work-related Death Protocol）」を通じて、死

亡事故の調査完了までにかかる時間の短縮を進め、すべての調査

を管理できるよう内部システムの変更を促した。今後も引き続き

モニターしていく予定。 
厳しい責任を課す規則

を見直し、厳しい責任

が絶対的に必要ではな

い場合には「合理的に

実行可能」とするか、ま

たはそれらの規則を違

反した場合に民事責任

が発生しないように改

定すべきである。 

2013 年 10 月 1 日に施行された「企業規制改革法（Enterprise and 
Regulatory Reform Act 2013）」の第 69 条に基づき、1974 年労働

安全衛生法（HSWA）第 47 条「民事上の責任」36)を改定。これに

より、一般規定違反に基づく民事上の履行請求は原則として認め

られず、過失が証明できる場合にのみ、コモンロー（判例法）に基

づいて提訴できることになる。「2013 年労働安全衛生法（民事責

任）（例外）」も同日に施行され、妊娠中、産後、授乳中の労働者

を、法定義務違反に対する民事上の責任から除外することを明記

した 37)。 
リスクについて社会と

どう関わっていくか議

論するため上院を招

く。 

2013 年 3 月、上院の全国連携委員会は、リスクの問題を検討し、

リスクに関する議論に社会をどのように巻き込むかを検討する臨

時の特別委員会へのプロポーザルを提出。検討委員会には多数の

提案が寄せられたが、リスク委員会は選ばれなかった。 
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政府は、社会が職場の

リスクについてもっと

関心を持ってくれるよ

う働きかける。チーフ・

サイエンティフィッ

ク・アドバイザーに要

請し、専門家グループ

を招集する。 

2012 年 11 月 21 日、英国政府科学局は「政策立案者、一般市民、

リスクの認識」と題したワークショップを開催した。これは、リ

スクとそれに対する私たちの対応がどのように政策に関する考え

を形成するかを議論するために、政府、規制機関、企業、学術界の

専門家が一堂に介した。ワークショップで得られた知見は、リス

クの伝達に関する研究に活かされた。 

 
ｅ．提案を受けて行われた規則の結合と詳細 

①爆発物に関する指針のレベル分類（参考：火薬類のガイダンス―レベル１～レベル３）38) 
ロフステッド教授の提案に基づき、類似する規則が結合されて誕生した「爆発物及びアセ

チレンの規則（The new Explosives and Acetylene Regulations）」であるが、これをサポ

ートするために作成された指針（ガイダンス）は、表 11のとおり、レベル１～レベル３の

３つに分けられており、用途によって適用が推奨されるレベルが異なっている。 
表 11 指針の 3 段階のレベル 

レベル１ 初心者向け指針（リーフレットなど） 
レベル２ サブセクター指針 
レベル３ 総合的指針 

 
・レベル１ 初心者向け指針（リーフレットなど） 

業務内容が容易に定義可能なもの、あるいはその管理の定義が容易なものについては、初

心者向けの指針を参照する。 
 

・レベル２ サブセクター指針 

爆発物や火薬類を使用するセクター全体に適用されるのではなく、特定のセクター（サブ

セクター）に合わせた詳しい情報を提供する。 
サブセクター指針で絞り込んだ情報よりも多くの情報が必要な場合には、レベル３の総

合的指針を参照すること。 
 

・レベル３ 総合的指針 

全ての人が行うべき爆発物や火薬の取扱に関する基本的な指針。様々なセクターが含ま

れるため、コンプライアンスに関する詳細な管理は、各セクター、あるいは義務保有者ごと

に異なる。 
安全指針（L150）39)は、雇用主、個人、爆発物製造者、爆発物貯蔵者、あるいは爆発物を

大量に貯蔵または危険性の高い爆発物を貯蔵するような者に特に関係のある指針である。

－2582－



27 
 

安全指針（L150）は、このような義務保有者が安全規則を遵守するために役立つ包括的な

技術的指針である。トピックごとに詳細な指針や専門的な指針が掲載されており、自身のセ

クターで取るべき行動をすぐに見つけることができる。L150 には、警察、消防、救急、そ

の他の緊急のサービスなどに関連する資料も含まれる。また、廃棄物処理業者にも参考にな

る情報が入っている。 
安全保障指針（L151）40)は、義務保有者に特化した指針である。特に、ａ．爆発物（火

薬）の調達、保管、移動、ｂ．爆薬の製造、貯蔵、移動、販売、ｃ．プラスティック爆弾の

製造、加工、移動について書かれている。 
L151 は、義務保有者が規則を遵守できるよう、背景情報や専門家の指導などが示されて

いる。この指針は、地方自治体の商取引関連の職員や、警察および消防、救急などに関する

情報も書かれており、他の政府機関や規制機関も参照できるような内容になっている（具体

的なレベルの例については、表 12及び表 13を参照）。 
 

表 12  L150 安全指針の参照目安 
Subsector Level 1 Level 2 Level 3 

火薬類の商業的製造     〇 

大量または危険性の高い爆発物

の商業的な保管 
    〇 

鉱山、採石場での火薬の貯蔵、

および解体などの活動の支援 
  〇   

プロの花火師   〇   

ANBI の製造・保管   〇   

危険物三種及び危険物四種の

花火の卸売での保管 
  〇   

危険物三種及び危険物四種の

花火の小売り 
〇     

火工品の小売り 〇     

他の商業活動を支援するための 

火工品の保管 
  〇   

弾薬を含む射撃用品の小売り 〇     

射撃用品や黒色火薬の 

レクリエーションユーザー 

（射撃を行う人や演者など） 

  〇   

教育現場での爆発物の使用   〇   

趣味での非商業的な製造     〇 
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表 13  L151 安全保障指針の参照目安 

Sector Level 1 Level 2 Level 3 

火薬類の商業的製造     〇 

大量または危険性の高い爆発物

の商業的な保管 
    〇 

鉱山、採石場での火薬の貯蔵、

および解体などの活動の支援 
    〇 

プロの花火師   〇   

ANBI の製造・保管   〇   

危険物三種及び危険物四種の

花火の卸売での保管 
  〇   

危険物三種及び危険物四種の

花火の小売り 
〇     

火工品の小売り 〇     

他の商業活動を支援するための 

火工品の保管 
  〇   

弾薬を含む射撃用品の小売り   〇   

射撃用品や黒色火薬の 

レクリエーションユーザー 

（射撃を行う人や演者など） 

  〇   

教育現場での爆発物の使用   〇   

趣味での非商業的な製造   〇   

 
それぞれのレベルの参照の仕方として、以下がわかりやすい 41)。 

・日常的に、レベル 1 の指針を利用しているセクターについては、自セクターのサブセクタ

ーに関しての情報を得るために、定期的にレベル 2 を見直す（場合によってはレベル 3 を

参照する必要も出てくるかもしれない）。 
・日常的に、レベル 2 の指針を利用しているセクターについては、サブセクターの指針の範

囲を超えた活動を行う場合や、実施すべき管理について理解を深める場合に限って、レベ

ル 3 を参照する。 
・日常的に、レベル 3 の指針を利用しているセクターについては、業務に関連することでレ

ベル 2 の指針を参照する。 
 
④鉱山規則 42) 

ロフステッド教授の提案を受け、2014 年に一つにまとめられるまで、鉱山に関する規則
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は類似した内容の規則や、改定を行った規則が次々に重複して制定される状態であった。

「鉱山規則 2014（The Mines Regulations 2014）」の施行により、これまでの全ての鉱山

規則がこの規則に取って替わることとなった。 
また、これまでの鉱山規則を補足する役割をしていた以下の実施準則（ACOP）は、全て

廃止された。ただ、L43 の応急処置に関する ACOP のみは引き続き施行されている。 
 
【簡素化により廃止された ACOP 一覧】 
・L128 鉱山での電気の使用に関する実施準則 
・COP28 鉱山地下作業場からの出口の安全性に関する実施準則 
・L42 鉱山のシャフトと巻線に関する実施準則 
・L45 石炭やその他の安全性の高いランプ鉱山での爆発物に関する実施準則 
・L46 鉱山の侵入防止に関する実施準則 
・L71 鉱山からの脱出と救出に関する実施準則 
・L119 鉱山における地盤移動の管理に関する実施準則 
・L145 炭鉱における吸入性粉塵の管理に関する実施準則 
・L44 鉱山における安全衛生の管理・運営に関する実施準則 
 
「鉱山規則 2014（The Mines Regulations 2014）」にまとめられたが、その主な変更点

は次のとおり。 
ａ．膨大な量の慣行規則が廃止され、鉱山に関わる主要なリスクの管理にのみ焦点を当てた

「目標設定」のスタイルを取った近代的な規制に置き換えられた。 
ｂ．主な義務保有者は、これまでは鉱山管理者（mine manager）にあったが、今回の規則

では、採掘業者側（mine operator）になっている。 
ｃ．要件で重複している部分を取り除き、以前の鉱山に関する法律で対処していたハザード

については、（適切であれば）一般的な安全衛生規則が適用された。 
ｄ．炭鉱労働者が認定鉱山救助スキーム（approved mines rescue scheme）に参加する必

要はなくなったが、全ての採掘業者は適切な救助設備を準備することが明確な条件とし

て示された。 
ｅ．炭鉱で働く者は、その誰もが一定の適性や能力があるといえる。よって、HSE が認め

る資格と炭鉱での役職等の要件は削除された。 
 
⑤石油規則 43) 

石油は非常に危険な物質である。可燃性が高く、容易に火がつく。安全に取り扱わなけれ

ば、重大な火災や爆発が引き起こされるおそれがある。重大な火災や爆発事故を防ぐため、

ガソリンを安全に使用、保管することが法律で定められている。2014 年 10 月、石油に関す

るそれまで存在していた全ての規則が統合され「石油（統合）規則 2014 (The Petroleum 
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(Consolidation) Regulations 2014)」に一本化された。 
 
適用範囲を以下に示す。 

・内燃エンジンを搭載した車両タンクに直接給油するガソリンを貯蔵する事業所（小売店や

ガソリン給油所）である。 
・ガソリンを保管する職場以外の施設、例えば、個人宅やクラブ／協会（または類似の施設） 
・石油司法当局（Petroleum Enforcement Authorities (PEAs)）が、「石油（統合）規則 2014 

(The Petroleum (Consolidation) Regulations 2014)」施行に関する責任を負う。 
・職場での石油の安全な保管及び使用については、危険物質及び爆発性雰囲気規則

（Dangerous Substances and Explosive Atmospheres Regulations 2002 (DSEAR)）の

対象にもなる。 
 
⑥遺伝子操作生物規則 44) 

ロフステッド教授の提案を受け「2014 年 遺伝子操作生物（含有物使用）規則（The 
Genetically Modified Organisms (Contained Use) Regulations 2014）」に全ての遺伝子操

作生物に関する法律を統合し、2000 年の同様の規制及びその後に発効した 3 つの改正規則

（2002 年、2005 年、2010 年）を取り消した。 
2014 年の統合版は、2000 年の規則よりも、さらにリスクに応じたものとなっている。ま

た、統合版では技術の進歩も考慮に入れている。例えば、合成生物学はこの規制の定義の大

部分に含まれており、将来的にもそのままの形で残る可能性が高い。 
また、この統合版では、封じ込め（拡散防止）措置、届出、行政の取り決めに関する規定

の変更が盛り込まれている。さらに、規則で使われる用語とレイアウトが今風になり、読み

やすくなった。 
含有物使用の責任者は、本規則の封じ込め（拡散防止）に関する規則の変更によって既存

の含有物使用の種類が増えないよう確認する必要がある。このため、全ての含有物使用を見

直す必要がある。種類が増加した場合には、新規則発効後 90 日以内に HSE に修正の届出

を出す必要がある。90 日間の経過措置期間に届出がなされた場合は、手数料は請求されな

い。届出の形式は、新しいフォームにてリスクアセスメントを提出、あるいは以前のリスク

アセスメントを修正したものを提供する。 
リスクアセスメントの結果、リスクの増加がわかった場合や、HSE が含有物の使用の停

止を命じることがない限り、含有物使用は継続してよい。ただし、経過措置は 2014 年 10
月 1 日以降に届出があった新規の含有物使用は適用されない。 

2014 年の統合規則の変更点を以下に示す。 
  
ａ．「スケジュール 8 格納容器対策」に関する変更 

（表 1a） 
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・消毒手順 重複要件を削除 
・内向き気流封じ込めレベル（CL）の要件の削除 
・CL3 で非対空伝送がある場合の対内気流の要件の改正 
・CL3 で非空気伝搬性がある場合の HEPA ろ過の要件の改正 
・CL4 における微生物安全キャビネット(MSC)の要求事項の変更（最も適切な MSC の選択

はリスク評価に基づいて行われる） 
・CL1 の廃棄物不活化要件の変更 
・CL3 の展望窓の要件変更 
・CL2 での研修記録の要件の改正 
（表 1c） 
・動物の死骸の焼却炉の要件の撤廃 
・CL1 でのアイソレータの要件の撤廃 
（表 2） 
・除染施設の重複要件の撤廃 
・CL4 で建設された管理区域が目的地であることについての要件を撤廃 
・CL1 でのバイオハザードサインに関する要件を撤廃 
・CL1 での廃棄物不活化の要件を変更 
 
ｂ．事務的な手続きの変更 

（全体的に） 
・規則の文言・レイアウトを変更 
（第 2 条） 
・「微生物以外の遺伝子操作生物」という用語を、「より広義の遺伝子操作生物」5という用

語に言い換えた。 
（第 8 条） 
・遺伝子操作生物安全委員会の要件を改正。クラス 1 レベルのリスク評価については、適切

な専門知識を持つ個人で行うことができる。 
（第 21 条） 
・緊急時計画に関する要件の改正⇒要件がリスクに沿ったものになる。 
（第 26 条） 
・届出の公的な登録のハードコピーに関する要件を撤廃し、オンライン版のみになる。 
（第 31 条） 
・抗告手続きをオンラインガイダンスにし、簡素化 
（第 33 条） 
・保留及び経過措置を改正 

 
5 原文 “larger genetically modified organisms” 
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ｆ．施行機関についての変更 

①地方自治体の活動の改善 45) 

地方自治体は、安全衛生規則のうちおよそ 50％の部分（視察や管理等）を担当している。

オフィス、店舗、遊興施設等のリスクの低い現場を担当することが多い。2011 年当時、地

方自治体は 196,000 件の視察を行っていた。地方自治体の視察件数が多いことは、企業に

対する支援も手厚いということであるが、政府は、この視察の件数を少なくとも 3 分の 1
（年間 65,000 件）削減し、積極的な視察が継続されている場合は、より大きな目標を設定

することを勧めている。その他、政府は HSE と地方自治体に対し、小規模企業のニーズに

あい、かつアクセスしやすい情報提供を行うよう求めている。 
 
②大きなリスクが伴う機関 

HSE の人的資源と技術的な資源の多くは、大きなリスクの伴う産業に充てられている。

化学産業や海洋石油産業などは、生活に欠かせない産業であるものの、一度の事故で多数の

死傷者を出し、社会、環境、経済に壊滅的かつ長期的な悪影響を与えるおそれがある。 
これらの産業に対する規制について、政府は国際基準に基づいた最良のものであると考

えており、現在の監視レベルを引き下げる予定はない。しかし、規則に対するアプローチの

近代化に伴い、規制当局間での協力を促すプログラムが作られ、企業にリスクの大小に比例

したアプローチを提供できるようにした。 
 
（６）安全衛生（些細な改廃）規則 2013 

安全衛生規則の簡素化を目指したが、その取り組みの一つとして、2013 年 4 月 6 日より、

些細な改廃を経て安全衛生規則 201346)を改正した。法令 1 つを廃止し、12 の文書と工場法

の関連規定を取り消した。これらの措置は、最新のものに置き換えられたり、冗長であるた

め廃止されたり、また意図した成果がないため削除された。改廃によって安全の保持に影響

はないと考えられ、法的枠組みをシンプルかつ明確にするために行われたものである。 
HSE はこのような規則の変更について、周知するための取り組みを行っている。例えば、

建設業界（特に小規模な請負業者）と協力し、ヘルメットをかぶることの重要性を理解して

いるか確認している。「建設（頭部保護）規則」が廃止されても、個人用保護具規則（1992）
があるため、法的には義務が課されている。 
危険物質取扱設備の届出規則は、1982 年と 2002 年に改正規則（NIHHS）が失効し、危

険物質に関する届出制度の重複がなくなるようにした。 
在来型タワークレーンについては、「吊上げ作業および吊上げ装置規則 1998」47)にて代替

され、「在来型タワークレーンの届出規則」「在来型タワークレーンの届出（修正）規則」は

廃止された。「吊上げ装置」には、クレーン、ジンホイール、ホイストが含まれる 48)。 
削除された項目のリストを表 14に示す。 
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表 14 安全衛生（些細な改廃）規則 2013 で取り消された法令と規則 

1 Celluloid and Cinematograph 
Film Act 1922 

セルロイドと映写機映画法令 1922 

2 Gasholders (Record of 
Examinations) Order 1938 

ガスホルダー（試験の記録）指令 1938 

3 Shipbuilding and Ship-repairing 
Regulations 1960 

造船及び船舶修理規則 1960 

4 Celluloid and Cinematograph 
Film Act 1922 (Repeals and 
Modifications) Regulations 1974 

セルロイドと映写機映画法令 1922 (改廃) 
規則 1980 

5 Celluloid and Cinematograph 
Film Act 1922 (Exemptions) 
Regulations 1980 

セルロイドと映写機映画法令 1922 （適用

除外) 規則 1980 

6 Gasholders and Steam Boilers 
(Metrication) Regulations 1981 

ガスホルダーのスチームボイラー（メート

ル法移行）規則 1981 

7 Locomotives etc Regulations 1906 
(Metrication) Regulations 1981 

機関車等規則 1906（メートル法移行）規則 
1981 

8 Notification of Installations 
Handling Hazardous Substances 
Regulations 1982 

危険物質取扱の設備の届出規則 1982 

9 Docks, Shipbuilding etc 
(Metrication) Regulations 1983 

ドック、造船等（メートル法移行）規則 
1983 

10 Construction (Head Protection) 
Regulations 1989 

建築（頭部保護）規則 1989 

11 Notification of Installations 
Handling Hazardous Substances 
(Amendment) Regulations 2002  

危険物質取扱の設備の届出（修正）規則 
1982 

12 Notification of Conventional 
Tower Cranes Regulations 2010 

在来型タワークレーンの届出規則 2010 

13 Notification of Conventional 
Tower Cranes (Amendment) 
Regulations 2010 

在来型タワークレーンの届出（修正）規則 
2010 
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６－２ 事務手続きの削減と法律の簡素化 
（１）行政手続きのコスト削減  
イギリスでは、ロフステッド教授の提言に基づいた法や規制の簡素化に引き続き、「行政

負担軽減プログラム（The Administrative Burden Reduction Programme：ABRP）」を

2005 年から 2010 年まで実施し、企業に対する事務手続きの負担（時間及びコスト）を軽

減しようとした。イギリスは規制社会であり、ビジネスにおいて規制を遵守することが求め

られるが、不必要な行政上の手続きは企業（特に中小零細）にとって大きな負担である。 
ABRP の成果に関する最終報告書 49)によると、以下の事項が明らかになった。 

 
①削減対象 

事業者に対する情報提供義務に関わる「行政手続きコスト」 
 
②削減目標 

（企業や第三セクターのビジネスをシンプルにする） 
ａ．事務的負担の簡素化 

・2010 年 5 月までに企業や第三セクター組織に課せられている事務的な負担を 25%削減。 
・ただし、歳入庁（HMRC）は 10％、内閣府（Cabinet Office）は 35％、国家統計局（ONS）

は 19％。 
・防衛省（Ministry of Defense）、外務・英連邦省（Foreign & Commonwealth 

Office）、国際開発省（Department for International Development）は対象外。 
・目標は達成。企業及び第三セクターで 35 億ポンド以上（26.62%）の削減。 
ｂ．法の簡素化 

5 年間で、法律の変更、指針の発行、ウェブベースのツール作成などを通じて、304 の簡

素化措置を実施。2005 年に設定された目標に対する成果の詳細は以下。 

 
③具体的な削減実績 

ａ．政府全体の行政手続きコスト 

ビジネス・イノベーション・技能省（BIS）、コミュニティ・地方政府省（CLG）、安全衛

生庁（HSE）の行政手続きコストが、全行政手続きコストの 68.8%を占める。 
ｂ．コミュニティ・地方政府省（CLG）の行政手続きコスト 

CLG の行政手続きコストのうち 83%は以下の 5 法令により発生。（表 15参照） 
 

表 15 行政手続きのうち最もコストがかかっている 5 法令 
都市計画法 Town and Country Planning Act - 1990 
建築規則 Building Regulations - 2000 
住宅法 Housing Act - 1985 
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都市計画指令[一般開発方式] Town and Country Planning [General Development 
Procedure] Order - 1995 

手数料規則（諮問を要するも

のについて） 
Service Charges (Consultation Requirements) 
Regulations- 2003） 

 
ｃ．安全衛生庁（HSE）の行政手続きコスト 

HSE の行政手続きコストの 77％は、以下の 10 規則により生まれる（表 16参照）。 
 

表 16 HSE の行政手続きのうち最もコストがかかっている 10 規則 
衛生労働安全管理規則 Management of Health and Safety at Work 

Regulations - 1999 
ガス安全（導入および使用）規

則 
Gas Safety (Installation and Use) Regulations - 1998 

  昇降機操作および昇降機設備

規則 
Lifting Operations and Lifting Equipment 
Regulations - 1998 

健康有害物質管理規則 Control of Substances Hazardous to Health 
Regulations - 2002 

マニュアルハンドリングオペ

レーション規則 
Manual Handling Operations Regulations - 1992 

労働安全衛生法 Health and Safety at Work etc. Act - 1974 
アスベスト管理規則 Control of Asbestos at Work Regulations - 2002 
安全管轄者及び安全委員会規

則 
Safety Representatives and Safety Committees 
Regulations - 1997 

建設（設計および管理）規則 Construction (Design and Management) Regulations 
- 1994 

作業機器提供・使用規則 Provision and Use of Work Equipment Regulations - 
1998 

 
④ 2005 年～2010 年の 5年間で達成した行政手続きコストの削減 

イギリスは 2005-2010 年の間の 5 年間に 35 億ポンドの行政手続きコストの削減を達成

した。そのうち 60%は、以下、表 17の取り組みによる削減が占めている。 
 

表 17 達成した法・規則の改正とコスト削減（2005-2010 年） 
削削減減分分野野  所所轄轄  内内容容  ココスストト削削減減額額

（（日日本本円円））  
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労働法ガイダンス

プログラム 
BIS 労働法関連の契約書や提出書類

に関し、標準的な雛形を策定し、

無料のオンラインツールにて処 
理できるように改善。また、労働

法関連報告・登記等において外

部コンサルタント等に依頼する

ことなく自前で処理できるよ

う、事務処理ガイダンスをオ ン
ライン上で整備。 

580 億円 

消費者向け広告な

ど商業上の不正行

為に関するルール

等 

BIS 消費者向け広告など商業上の不

正行為に関するルールを簡略化 
430 億円 

労働環境における

安全・健康面のリ

スクアセスメント 

HSE コンビニエンスストア運営など

の低リスクの 34 業態を類型化

し、オンライン上で簡便にリス

クアセスメントを実施できるツ

ールを提供。 

330 億円 

住宅法 6 章の廃止 CLG 複数人が入居する住宅に関し、

家主に求められる免許の数を削

減。 

290 億円 

株主報告の電子化 BIS 紙媒体しか認められなかった株

主への事業報告書について、電

子送付を許可。 

250 億円 

アルコール及びエ

ンターテインメン

ト免許法の改正 

文化・メディ

ア・スポーツ省

（DCMS) 

アルコールとエンターテインメ

ントの免許登録を 1 つにまとめ

る。 

250 億円 

建築関係の資格緩

和 
CLG 電気工事（120 万件）を、建築検

査官の検査によってではなく、

一定の技術力を満たし、事前に

政府に登録した人による認証で

代替できるものとした。 

190 億円 

測定器の更新基準

の適正化 
BIS 測定器の更新にあたっての基準

を適正化した。 
180 億円 

労働争議手法の改

善 
BIS 労働争議にあたって、雇用法で

はなく、裁判外紛争処理手続き

160 億円 
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を活用できるようにした。 

アセットマネジメ

ント業界の取引電

子化推進 

財務省 アセットマネジメント業界にお

いて、ファンドマネジャーや株

主等に送付する、所有権移転や

決済の証拠となる文書の送付を

やめて電子化。 

160 億円 

 
ちなみに、HSE の HP においてリスクアセスメントのページで提供しているのは、以下

の表 18 の 6 業種向けのもの（公開当初は 34 業種に分けられていたが、現在は 6 業種に絞

られている 50））。 
表 18 「低リスク」と定義される 6 業種 

1. オフィス業務 
2. 地元店舗／新聞販売店 
3. 調理・外食 
4. 自動車修理工 
5. 工場メンテナンス業 
6. 倉庫 

 
⑤ 2009 年 12月～2010年 5月までの間に達成した行政手続きコストの削減（表 19） 

 

表 19 達成した法・規則の改正とコスト削減（2009-2010 年） 
削削減減分分野野  所所轄轄  内内容容  ココスストト削削減減額額

（（日日本本円円））  
ガス安全（設置及

び使用）規則にお

ける定義の明確

化 

HSE 「家主」の定義を「7 年未満の賃貸

を行う人」または「ライセンスのも

とで所有する不動産を貸し出す人」

というように明確にした。また、ラ

イセンスのもとで営業が行われる

宿泊施設もこれに含まれる。さら

に、家主の中でも「短期の家主（28
日未満）」「長期の家主（28 日以上 7
年未満）「7 年以上の長期の家主」

「エージェント」の 4 つの分類に分

け、ガスの安全に関する責任を明確

にした。（※1） 

80 億円 
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「デザインとア

クセスに関する 
記述書」の撤廃 

CLG 家主や企業が行う小規模な開発や、

視覚的に見づらいところを除く場

所の開発については、「デザインと

ア ク セ ス に 関 す る 記 述 書 
（ ‘ Design and Access 
Statements’）」の提出を不要とし

た。 

78 億円 

「飼料衛生記録

保存指針」の 
発行 

Food SA Food SA は、EC 飼料規則（EC Feed 
Regulation）(183/2005)を遵守でき

るよう、指針を発行した。この指針

により、必要な情報はほぼ既存の文

書で対応可能であることを農家の

人々に知らせることができている。 

59 億円 

保育所利用終了

時の地方自治体

への通知を電子

化 

DfE（前身は

DCSF) 
資金が重複して支払われないよう、

プレスクール及び保育所は、サービ

スを無料で利用している子どもが

転園した場合には、地元の当局に通

知する必要があった。この通知が電

子化され、DfE はオンラインテンプ

レートを利用できるようになった。 

44 億円 

開発許可の緩和 CLG ヤング報告書に基づき、開発権の許

可は、非住宅の開発にまで拡大。こ

れにより、住宅所有者以外のセクタ

ーへの影響がないような小規模開

発に関しては、許可を求める必要性

がなくなった。この措置により、手

数料も大幅に減った。 

36 億円 

（※1） 毎年行うガスの安全性チェックのタイミングをフレキシブルに設定。安全性チェックの期日の二

か月前から実施することが可能になり、有効期限はそのまま維持することができる。これにより、期日ギ

リギリになっても安全性チェックの予約が取れないようなことがないようになった。また、チェックの有

効期限はそのまま維持されるため、年間のチェックのサイクルが短くなることもない。毎年行われるチェ

ックに関する法律上の要件には変更はない。 

⑥ それぞれの省庁の簡素化プログラムの特徴 

ａ．BIS（ビジネス・イノベーション・技能省）51) 

BIS は、労働法、会社法、消費者指令、倒産法、度量衡法、知的財産権分野などを担当す

る。BIS が担当する政策の影響を受ける人口は多く、省庁で最大の行政負担が課される。 

－2594－



39 
 

・様々な法律・規則の改正に取り組む中で「Think Small」（小規模企業を第一に考えよう）

を常に織り込んでいる。小規模企業に過大な負担を強いらないように心がけている。 
・民間・第三セクターの負担軽減、広範な規制コストの削減。EU の簡素化プログラムにも

協力。 
・労働法の改正。指針の改善とオンライン化。 
・紛争解決の見直し → 新しい紛争解決方法を取り入れ、新しい Acas ヘルプライン 52)と事

前請求調停サービスを開始。 
・2006 年、会社法の改正で 会社法の枠組みを簡素化した。 
・消費者指令について EU 不正競争防止法をイギリスでも施行した。 
・度量衡（包装商品）規則 （2006）では、旧法の規範要件を撤廃し、新法の簡便な規則が

適用できる。 
 
ｂ．CLG（コミュニティ・地方自治体省）53) 

CLG は、地方自治体、住宅、都市計画等の政策を策定している。建築基準規則、消防規

則、救助規則等に対応する。CLG ではこれら全ての分野でコスト削減を実現した。具体的

には次のとおり。 
・世帯開発許可の見直し。住宅の拡張やロフトの改造など、特定の小規模な世帯開発のため

の計画許可を申請する義務項目を削除。 
・小規模事業者の税率緩和（SBRR: Small Business Rate Relief）。2006 年 10 月より、一

年に一度だけの申請でよくなった。 
・火災安全規制改革令（Fire Safety Regulatory Reform Order）において、事業者が火災

対策証明書を申請するための要件を削除した。最もリスクの高い施設のみを対象に検査

を集中的に実施することを義務づけた。 
・建物管理の電子化。将来的に建物管理サービスの提供基準の電子化に取り組む。 
（ケーススタディより） 
・サンライト・ロフト社 54) 
世帯開発許可の見直しにより、8 万件以上の小規模な開発申請が不要になり、コスト削減

につながった。この改正により、以前は制限された屋根の高さでの増築が可能になった。ま

た、計画的に許可を得る必要なく、ロフトの改装や大きさの変更も可能になった。 
 
ｃ．HSE 

HSE は不必要な管理業務の削減に取り組み、安全衛生関連の法律・規制の事務的負担を

軽減し、2005 年以降、5 億 5920 万ポンドの削減につながった。労働安全衛生法規の事務的

負担の軽減の一例がガス安全指針の明確化である。「家主」の定義をそれぞれ明確にし、ガ

スに対する安全責任を明確化した 55)。家主が法律上の義務を果たすために必要な情報を掲

載した。 
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（ケーススタディより） 
・ガス安全（設置及び使用）規則を緩和し、家主がガス安全チェックを実施するための要件

を見直す。年間 6,000 万ポンド削減。 
・労働者の参加により（グッド・プラクティス指針 56））、代表者に提供する労働者情報を明

確化し、年間 3,660 万ポンドを削減した。 
 
⑦2005 年～2010 年の 5年間で達成した企業と第三セクターでのコスト削減 

ここまでは法律や法遵守のための行政手続き等から生じるコスト削減の取り組みを取り

上げたが、政府は企業や第三セクター向けのコスト削減も同様に取り組んでいる。以下、表

20 は、民間企業及び第三セクター向けの政策軽減（削減）をまとめたものである。これら

の取組により、2,800 万ポンドの事務経費を削減することができた。 
 

表 20 達成した第三セクターでの法的手続きのコスト削減（2005-2010 年） 
削削減減分分野野  所所轄轄  内内容容  ココスストト削削減減額額

（（日日本本円円））  

建設（設計および

管理）規則 2007 
HSE 法律の 4 か所を統合し、請負業者の

能力をチェックするプロセスを簡素

化した。 

224 億円 

安全な食事とより

良き経営 
(Safer food, 
 better business 
 (SFBB)) 

Food SA 小規模飲食店等の事業者が一般衛生

管理及び調理上の重要なチェックの

ポイント、そのモニタリング、問題

があったらどう対応するか等を作成

者が書き込んで衛生管理計画として

作成し、併せて簡単な日記のような

記録を作成することを支援する冊子

の作成。DVD も 16 か国語で作成さ

れた。教育研修も提供。 

173 億円 

医薬品イニシアテ

ィブの 
質的向上 
(Better 
Regulations of 
Medicines 
Initiatives) 

DH 医薬品に関する不必要な規制負担を

取り除く。 
140 億円 
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貨物自動車及び旅

客輸送事業者のた

めの、目標を明確

にした安全検査要

件の設定 

DfT DfT は 2006 年 12 月に「路上での運

転に適している性質を維持するため

の手引き」の改定版を発表。この指

針は、一部の自動車両が、年一回の

MoT 検査以外は検査回数を減らし、

一部の事業者がコストを節約するこ

とができるようにした。 

135 億円 

放射性物質輸送業

者の 
負担軽減 

DfT イギリス－フランス間では放射性物

質輸送物の証明書を相互承認するよ

うにした。 

101 億円 

放射性廃棄物の輸

送 
DfT 放射性廃棄物の輸送に関する国際規

制を改正。 
91 億円 

救急処置の指針 HSE 事業者は、救急処置者になる者に対

し、教育研修 2 コースを選ぶことが

できる。 

70 億円 

 
 
（参考文献） 

1) 労働事務次官通達発基第九一号：労働安全衛生法の施行について，1972. 
2) 中央労働災害防止協会：平成30年度版安全の指標，2019. 
3) 厚生労働省：第 12 次労働災害防止計画，2014. 
4) 高木元也他：労働災害防止のための中小規模事業場向けリスク管理支援方策の開発・普

及，平成 25 年度労働安全衛生総合研究所年報，2013. 
5) Peter HASLE，Hans Jorgen LIMBORG：A Review of the literature on Preventive 

Occupational Health and Safety Activities in Small Enterprises，2006（デンマーク）. 
6) Luise Vassie 他：Health and Safety Management in UK and Spanish SMEs: A 

Comparative Study，2000（イギリス／スペイン）. 
7) Aoife Finneran 他：SME-micro engagement with occupational safety and health 

(OSH) - the role of the owner-manager，2014（イギリス）. 
8) Nobuyoshi Yamori ，Yoshihiro Asai：「東日本大震災と中小企業のリスクマネジメント

―日本の中小企業は自然災害にいかに備えるべきか？―」，2017. 
9) Tom Papworth：SMEs and Health and Safety，2015（イギリス）. 
10) Peter HASLE，Hans Jorgen LIMBORG：A Review of the literature on Preventive 

Occupational Health and Safety Activities in Small Enterprises，2006（デンマーク）. 
11) Kirsten Jørgensen 他：Demonstration of risk profiling for promoting safety in SME’s，

2011（デンマーク）. 

－2597－



42 
 

12) Heriot Watt University & HSE：Health and Safety in the small to medium-sized 
enterprise - Psychosocial opportunities for intervention -，2007（イギリス）. 

13) Aoife Finneran 他：SME-micro engagement with occupational safety and health 
(OSH) - the role of the owner-manager，2014（イギリス）. 

14) Chike F Oduozaa ， Onengiyeofori Odimaboa and Alexios Tamparapoulosa ：

Framework for Risk Management Software System for SMEs in the Engineering 
Constrution Sector，2017（イギリス）. 

15) Peter HASLE，Hans Jorgen LIMBORG：A Review of the literature on Preventive 
Occupational Health and Safety Activities in Small Enterprises，2006（デンマーク）. 

16) Luise Vassie 他：Health and Safety Management in UK and Spanish SMEs: A 
Comparative Study，2000（イギリス／スペイン）. 

17) Aoife Finneran 他：SME-micro engagement with occupational safety and health 
(OSH) - the role of the owner-manager，2014（イギリス）. 

18) Susan Lammin 他：Safety Management in Small Businesses: Promoting good practice in 

SME's，2003（イギリス）. 

19) European Agency on Safety and Health at work：Improving occupational safety 
and health in SMEs，examples of effective assistance，2003． 

20) Eurostat：European Social Statistics - Accidents at Work and Work-Related Health 
Problems-，2002． 

21）https://www.pref.kanagawa.jp/documents/31197/826972.pdf p.77 
22) 厚生労働省：新産業災害防止総合 5か年計画から第 13次労働災害防止計画までの労働

災害防止計画（計画年度通算 1961～2022）. 

23) 厚生労働省：基発第 0322002 号「建設業における総合的労働災害防止対策の推進につ

いて」，2007. 

24) 厚生労働省：建設業における総合的労働災害防止対策，2007. 

25) 厚生労働省：基監発第 0322001 号「建設業における総合的労働災害防止対策の具体的

な実施に当たって留意すべき事項について」，2007. 

26)https://www8.cao.go.jp/kisei-

kaikaku/suishin/meeting/bukai/20161003/161003bukai02.pdf 

https://www.hse.gov.uk/pubns/hsc13.pdf など参照 
27)WHAT WILL BREXIT MEAN FOR HEALTH AND SAFETY REGULATION IN T 

HE UK AND LEGISLATIVE COMPLIANCE IN GENERAL? 
https://aec.uk.net/post.php?id=What%20will%20Brexit%20mean%20for%20Health% 
20and%20safety%20regulation%20in%20the%20UK%20and%20legislative%20compl
iance%20in%20general? 

－2598－



43 
 

28)CohenCramer Solicitors, “Health and Safety at Work: Six Pack Regulations” 
https://www.cohencramerpi.co.uk/accidents-at-work-claims/what-can-i-claim-for-my-
accident-at-work/what-are-the-health-and-safety-six-pack-regulations/ 

29)Lord Young, “Common Sense Common Safety”, Cabinet Office, 2010  
https://www.hse.gov.uk/aboutus/commonsense/index.htm, HSE 

30)“Common Sense Common Safety” 
31) “HSE consults on RIDDOR 

reform”https://www.theconstructionindex.co.uk/news/view/hse-consults-on-riddor-
reform 

32)“Reclaiming health and safety for all: An independent review of health and safety 
legislation”, Ragnar E Lőfstedt, 2011, Health and Safety Review Team Department 
for Work and Pensions 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachm
ent_data/file/66790/lofstedt-report.pdf 

33)Reclaiming health and safety for all: An independent review of health and safety 
legislation”より 

34)Department for Work & Pensions, UK, “A final progress report on implementation 
of health and safety reforms” pp. 15-23, 2015 

35) Department for Work and Pensions, “Good Health and Safety, Good for Everyone”, 
2011 

36)三柴丈典, 『イギリスのリスクアセスメントと法』http://t-mishiba.heteml.jp/150331-
2.pdf の p. 26 を参照） 

37)https://www.legislation.gov.uk/uksi/2013/1667/made 
38)Explosives Regulations 2014 - Guidance structure, HSE 

https://www.hse.gov.uk/explosives/guidance-structure.htm 
39)https://www.hse.gov.uk/pubns/books/l150.htm 
40)https://www.hse.gov.uk/pubns/books/l151.htm  
41)HSE, Explosives Regulations 2014 - Guidance structure 

https://www.hse.gov.uk/explosives/guidance-structure.htm 
42)HSE, Mines Regulations 2014  https://www.hse.gov.uk/pubns/books/l149.htm 
43)HSE, Storing petrol safelyhttps://www.hse.gov.uk/fireandexplosion/petroleum.htm 

Tenos (Fire Engineering Consultants), “Changes on the horizon for petrol storage 
legislation” https://www.tenos.com/changes-on-the-horizon-for-petrol-storage-
legislation/ 

44) https://www.hse.gov.uk/biosafety/gmo/index.htm 
https://www.hse.gov.uk/biosafety/gmo/whats-new.htm 

45)“Good Health and Safety Good for Everyone”, p.7-11  

－2599－



44 
 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachm
ent_data/file/66745/good-health-and-safety.pdf 

46)The Health and Safety (Miscellaneous Repeals, Revocations and 
Amendments)Regulations 2013 

47)https://www.legislation.gov.uk/uksi/1998/2307/contents/made 
48)https://www.hse.gov.uk/construction/safetytopics/lifting-operations.htm 
49)HM Government, “Simplification Plans 2005-2010 Final Report”, 2013 
50)https://www.hse.gov.uk/simple-health-safety/risk/risk-assessment-template-and-

examples.htm 
51)Department for Business, Innovation and Skills 
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-innovation-
skills 
52)Acas https://www.acas.org.uk/contact（職場関係で何か問題を抱えている場合に、ア

ドバイスをしてくれるヘルプライン。ただし、法律的助言はしない。） 
53)Housing, Communities and Local Government Committee 

https://committees.parliament.uk/committee/17/housing-communities-and-local- 
government-committee/  

54)https://www.sunlightlofts.co.uk/ 
55)“Gas health and safety” https://www.hse.gov.uk/gas/, HSE  
56)“Good Practice Guidelines” https://www.hse.gov.uk/humanfactors/topics/good- 
practice-guidelines.htm, HSE 安全管理責任者が労働者に対してどういう働かせ方をす

るかについて、良い事例、プランを示したもの。例えば、「夜勤の入れ方」「シフトの組

み合わせ方」「連続勤務日数の制限」などについて、具体的な指針が示されている。 
 

－2600－



分担研究報告書（近藤 龍志） 

1 

 

厚厚生生労労働働行行政政推推進進調調査査事事業業費費補補助助金金  
（（政政策策科科学学総総合合研研究究事事業業（（政政策策科科学学推推進進研研究究事事業業））））  

分分担担研研究究報報告告書書  

発発注注者者等等のの責責任任ににつついいてて  

 
  

研究協力者 近藤 龍志  労働基準監督官 
 
 

 
 

研究要旨 
労働安全衛生法（以下「安衛法」という。）では、措置義務の名宛人の多くが事業者

であるが、労働基準法（以下「労基法」という。）から分離独立して単独立法を行う理

由のひとつは「特別な労働関係」である請負関係の規制を含むためであった。したがっ

て、安衛法の目的は労基法と同じく労働者の保護であることと同時に、労基法ではとら

えられなかった請負関係の規制にもあった。 
 発注者等の義務のうち、制裁として刑事責任があるものはほとんどが「仕事を自ら行

う者」に係るものであり、施工者としての責任という面があると思われる。また、労働

衛生に係る発注者等の義務は労働安全のそれに比べると直接的ではなく、過重労働やハ

ラスメントに関する発注者等の義務は皆無である。 
 歴史的には工場法までと旧労基法以後で保護対象が異なり、旧労基法以後は保護対象

は労働者に限られた。安衛法では旧労基法時代にはなかった発注者等の措置義務が多く

定められているものの、対象は発注者等の労働者または請負人の労働者であり、請負人

自身が保護対象となっているわけではない。その中で建設アスベスト訴訟最高裁判決は

「快適職場」の対象は労働者以外も含まれるとし、「請負人の労働者」のみならず「請

負人」自身も保護対象とすることがあり得ることを示し、ある意味工場法の考え方に戻

ったともいえる。 
 IT 技術の発展等により今後は「雇用」の形態以外で働く者が増加することが予想され、

「雇用類似の働き方」で働く者やフリーランス、ギグワーカー等の保護の必要性が議論

されているが、「誰を」保護対象とするかと同様に、「誰が」措置義務を負うのかの議

論も重要である。  
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ＡＡ．．研研究究目目的的 
本研究事業全体の目的は、以下の 3 点に

ある。 
①時代状況の変化に応じた法改正の方向

性を展望すること。 
②安衛法を関係技術者以外（文系学部出

身の事務系社員等）に浸透させ、社会一般

への普及を図ること。 
③安衛法に関する学問体系、安衛法研究

のための人と情報の交流のプラットフォー

ムを形成すること。 
そのため、条文の起源（立法趣旨、基礎

となった災害例、前身）と運用（関係判例、

適用の実際）、主な関係令等（関係政省令、

規則、通達等）を、できる限り図式化して

示すと共に、現代的な課題や法解釈学的な

論点に関する検討結果を記した体系書を発

刊すること。 
本分担研究の目的は、枝番号や附則を除

き 123 条ある安衛法のうち発注者等の責任

について、その課題を果たすことにある。 
 
ＢＢ．．研研究究方方法法 
現役の労働基準監督官である筆者が、解

説書、専門誌に掲載された学術論文や記事、

政府発表資料等の第 1 次文献のレビューを

行って執筆した文案を法学や行政学を専門

とする研究者、元労働基準監督官や元厚生

労働省の安全衛生担当者、弁護士などで構

成する研究班会議で報告し、現行安衛法や

改正法の起案に関わった畠中信夫元白鴎大

学教授らからの指摘やアドバイスを得て洗

練させた。 
 

ＣＣ．．研研究究結結果果 
１１  趣趣旨旨 
 安衛法における労働災害防止は主に労働

者を使用する「事業者」がその責任を負っ

ている。一方、事業者のみでは措置が困難

又は不十分なことがあり、そのような場合

の労働災害防止を実行有らしめるため事業

者以外を名宛人として措置義務を講じてい

る。その代表例として請負規制があげられ

る。すなわち、ある仕事に関して請負関係

にある元請事業者Aと下請事業者Bがあり、

B の労働者の労働災害防止に関しては基本

的に B がその責任を負っているが、B が措

置をすることが困難、又は B の措置だけで

は不十分な場合、A にも一定の措置義務を

負わせることで労働災害防止をより実効的

なものにすることができる。請負規制とし

ては、元方事業者、特定元方事業者に関す

るもののほか、発注者を含む注文者に関す

るものがある。 
 ところで労働者を「使用する」とは、現

在はほぼイコールで「雇用する」という意

味で捉えられている。ここでの「雇用する」

とは民法第 623 条の雇用契約のことであり、

「使用する」とは事業のために雇用以外の

形態で労務提供を行わせること（民法第

632 条の請負等）であるが、安衛法の中核

は事業者と雇用関係にある労働者を保護す

る（＝労働者と雇用関係にある事業者に義

務を課す）ことと捉えられているように思

われる。しかし歴史を振り返れば「使用す

る」とは必ずしも「雇用する」とイコール

ではないし、また IT 技術の発展等により将

来的には「雇用」されずに働く者が増加す

ることも予想される。その場合、指揮命令

ではなく単なる仕事の発注という形式をと
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るであろう。そのとき安衛法は、当該発注

者は「事業者」ではないため措置義務の対

象外とするであろうか。 
 本稿では、上記のような観点から、現在

の安衛法においてある者へ仕事の全部また

は一部を発注する者を「発注者等」とし、

安衛法における発注者等の責任について検

討する。 
 なお、各条文の詳細については各分担報

告書を参照いただきたい。 
 
２２  発発注注者者責責任任のの内内容容 

安衛法では名宛人について表 1のとおり

規定されている。これを図示すると図 1 の

とおりとなり、各名宛人が重複する場合も

ある。（注文者かつ特定元方事業者である、

注文者かつ事業者かつ関係請負人である

等。） 
 本稿では安衛法における発注者責任につ

いて検討する趣旨から、図 1 の注文者の範

囲に含まれる名宛人、すなわち発注者、注

文者、元方事業者、特定元方事業者につい

て検討することとするが、（特定）元方事

業者は事業者の一種であるため、発注者、

注文者を中心に検討する。また、これらの

名宛人をまとめて「発注者等」ということ

がある。 
２２．．１１  名名宛宛人人、、仕仕事事をを自自らら行行うう者者、、罰罰則則

にによよるる分分類類  
発注者等に課せられている安衛法の義務

について、名宛人ごとに表 2のとおり分類

した。また、仕事を自ら行う者に限られる

か否か、罰則の有無についても整理した。 
 名宛人は図 1のとおり相互排他的なもの

ではなく、注文者が最も広い範囲の名宛人

である。すなわち、注文者に課せられてい

る義務は他の名宛人（発注者、（特定）元

方事業者）にも課せられている。また、元

方事業者に課せられている義務は当然、特

定元方事業者にも課せられている。 
 また、仕事の一部を自ら行う注文者のみ

に課せられる義務と、すべての注文者に課

せられる義務があり、自ら行う者に限られ

れば〇、限られなければ×とした。厳密に

分けられるわけではないが、仕事を自ら行

う注文者はいわゆる施工者、仕事を自ら行

わない注文者はいわゆる「お客様」となる

ことが多いであろう。 
 ところで、第 31 条では「仕事を自ら行う」

と規定されているのに対し、（特定）元方

事業者を定義している第 15 条では「仕事の

一部を請負人に請け負わせている」と規定

されている。あえて違う文言を使用した理

由は定かではないが、字句通りに解釈すれ

ば両者は同一の意味であろう 1。したがって、

（特定）元方事業者も仕事の一部を自ら行

う注文者である。なお、注文者が施工管理

のみを行う場合でも「自ら行う」場合に該

当する 2。 

 （特定）元方事業者は事業者の一種であ

り、労働者を使用することを要件とする。

一方、注文者にはそのような要件はなく、

他者に何らかの仕事を注文する者は個人で

あれ組織であれすべて該当する。 

 さらに、罰則の有無について、罰則のあ

る条文は〇、罰則がない条文は×とした。 
２２．．１１．．１１  措措置置義義務務のの内内容容 
 表 2の措置義務の内容について、統括安

全衛生責任者の選任や措置義務者の指名な

どの措置義務を【安全管理体制】の構築義

務、関係者間の混在作業による労働災害防

止のための措置義務を【作業の調整】の義
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務、請負人に必要な情報を提供する義務を

【情報提供】の義務、請負人の労働者に使

用させる設備を適正に管理する義務を【設

備等管理】の義務、行政機関に必要な報告・

届出を行う義務を【報告】義務、請負人に

適正な指示・指導を行う義務を【指導】義

務、自らが法令を守り、または契約内容を

適正なものとするよう義務や違法な指示を

しない義務を【コンプライアンス】の義務

とした。その他、事業者だけではなく発注

者等も労働基準監督署長等からの使用停止

等命令や当該命令の仕事に関する勧告の対

象となっている（＜２．３．３＞で後述）。 
２２．．１１．．２２  仕仕事事をを自自らら行行うう者者かか否否かか 
 仕事を自ら行わない発注者、注文者には

おおむね【情報提供】の義務が課せられて

いるほか、【安全管理体制】の構築義務が

課せられており、日々刻々と変化する現場

の対応は想定されていないように思われる。

【情報提供】については、一般的にその仕

事に関する情報を有しているのが発注者、

注文者であるからであるが、ここでいう「情

報」の内容は、例えば建築物の新築工事に

おける建設予定地の埋設物や改修工事にお

ける建物設備などに関する情報であり、作

業内容や工法に関しては発注者、注文者よ

りむしろ施工者の方が詳しいことの方が多

いであろう。なお、第 102 条でガス工作物

等に係る【情報提供】について規定があり、

ガス工作物等の設置者は工事その他の仕事

を行う事業者からガス工作物等に係る情報

提供を求められたときは教示しなければな

らない。ここでは情報の流れは「設置者」

から「工事その他の仕事を行う者」となる

が、発注者も事前調査を行い当該情報を入

手していることが望ましいであろう。 

 注文者のうち「仕事を自ら行う者」に対

しては請負人に対する【情報提供】に留ま

らず【指導】義務が課せられており、当該

仕事が一の場所で行われる場合は【作業の

調整】など、混在作業における作業内容を

適正なものにする義務が課せられている。

【作業の調整】義務は（特定）元方事業者

に課せられていることが多いが、第 31 条の

3 の名宛人は「特定作業に係る仕事を自ら

行う発注者」又は「当該仕事の全部を請け

負った者で、……当該仕事の一部を請け負

わせているもの」であり、事業者であるこ

とを要しない。これは「特定作業」（機体

重量が 3 トン以上の車両系建設機械を扱う

作業等、安衛則第 662 条の 5）という作業

の特性に注目した規制であろう。 
 また、第 31 条の注文者には作業床や足場、

くい打機等の【設備等管理】義務が課せら

れているが、これらの設備の管理権限を有

していることが多いのが第 31 条の名宛人

であるからである。 
２２．．１１．．３３  罰罰則則のの有有無無 
 罰則の有無について見ると、罰則がある

条文の名宛人はほとんど「仕事を自ら行う

者」に限られている。 
 ただし、第 31 条の 2 は「仕事を自ら行う

者」でなくても（≒「お客様」であっても）

罰則がある唯一の条文である。また本条は

最先次の注文者に限らず、すべての注文者

に適用がある。すなわち、化学設備の修繕

等の依頼人である発注者 A から情報を受け

とった元請B がさらに下請事業者Cへ仕事

を（一部であれ全部であれ）請け負わせる

際、A から B に対する【情報提供】義務は

もちろん、B にも C に対する【情報提供】

義務がある。なお、石綿則第 8 条は建物の
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解体工事等の発注者が請負人に対して【情

報提供】をする義務を規定しているが、安

衛法本体に根拠条文を持たないいわゆる根

無し省令のため罰則がなく、なおかつ努力

義務となっており、法第 31 条の 2 と比べる

と違反した場合の制裁の落差が大きい（一

般民家等であれば石綿含有の情報が残って

いない場合も多く、発注者に【情報提供】

義務を課そうにも肝心の情報を持っていな

ければ不可能であるため、実際に解体する

事業者に事前調査の義務（石綿則第 3 条）

を課しているのではないかと思われる）。 
 また、第 31 条の 4（違法な指示の禁止）

に罰則がないのはいささか奇妙である。本

条は注文者が当該仕事に関し請負人に安衛

法等に違反するような指示をしてはならな

い旨規定しているが、例えば作業の効率か

ら高所で墜落制止用器具を使用しないまま

作業するよう元請から下請に対し指示があ

った場合（第 21 条第 2 項違反）、下請を第

21 条第 2 項違反で処罰するとともに、元請

も刑法の共犯や幇助により処罰することが

あるが、第 31 条の 4 にも違反するはずであ

る。本条は、注文者の指示が結果的に安衛

法違反となる様な場合ではなく、「指示を

行った者が労働安全衛生法又はこれに基づ

く命令の規定に違反する行為が行われるこ

とを認識して当該指示を行った場合に適用

される」3ものであり、明らかに故意を前提

としている。請負間の上下関係を利用した

犯罪の指示は、それ自体をひとつの犯罪と

すべき（上記の例でいえば元請に対して第

21 条第 2 項違反の共犯と第 31 条の 4 違反

の 2 つの犯罪が成立すべき）とも考えられ

るが、ともあれ現在は第 31 条の 4 には罰則

がない。 

 その他、罰則がある条文にはすべて第

122 条の両罰規定がある。 
２２．．２２  労労働働衛衛生生 
 労働衛生に係る発注者等の措置義務は労

働安全に比べると少ない。請負人の労働者

に係る労働衛生の 3 管理（作業環境管理、

作業管理、健康管理）のうち、発注者等が

直接の措置義務となっているものは無く、

請負人が 3 管理を行うのに必要な【情報提

供】の義務（安衛法第 31 条の 2、石綿則第

8 条等）にとどまる。 
 また、元方事業者については、請負人に

局所排気装置を使用させるときは当該局排

の性能は法定基準を満たさなければならな

いとする【設備等管理】義務（安衛則第 658
条等）があるが、これは請負人が局排等を

設ける場合に限られるという条文の規定か

らも明らかなように、元方事業者に局排等

を「設ける」義務があるわけではなく、局

排等を「設ける」義務があるのは請負人で

ある。ただし、請負人が局排等を設ける義

務があるのにそれを怠ると、元方事業者は

請負人に【指導】する義務がある（第 29 条）。 
 元方事業者が自ら事業者として行った作

業環境測定結果はその測定の範囲内で関係

請負人が活用できる。また、関係請負人の

労働者の健康診断の受診率を高めるため、

元方事業者は自らの労働者に対する健診実

施日と関係請負人の労働者の健診実施日を

同日にする、関係請負人に対して健診機関

をあっせんする、などの措置が望ましい 4。 
 なお、請負人の労働者の過重労働やメン

タルヘルスに関する発注者等の規定は皆無

である。2021（令和 3）年度の過労死等の

労災補償状況を見ると、脳心臓疾患では請

求件数 753 件、支給決定件数は 172 件（死
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亡 57 件）であり、精神障害では請求件数

2,346 件（未遂を含む自殺 171 件）、支給

決定件数は 629 件（未遂を含む自殺 79 件）

である 5。過労死等の労災請求件数、支給決

定件数はその年の「発生件数」を意味する

わけではないが、2021（令和 3）年の労働

災害発生状況（死亡者数 867 人、休業 4 日

以上の死傷者数 149,918 人）6と比べても決

して少なくない。しかし発注企業の発注条

件により請負人の労働者に過重労働が生じ

ることを防ぐための規定は第 3 条第 3 項程

度であり、事実上皆無といってよい。 
 例えばシステムコンサルタント損害賠償

請求事件（平成 3 年（ワ）第 2061 号）で

は、コンピュータソフトウェア開発に従事

していた労働者の過労死について会社側の

安全配慮義務違反が認められたが、判決の

中で発注企業からの厳しい要求（「土曜日

にも出勤すること」や「午前 9 時から午後

9 時までは全員が、午後 9 時から午後 11 時

までは当番が残り、システムテストサポー

トを行うこと」など）があったことが認定

されている 7。本件では発注企業は被告とな

っておらず発注企業の責任については判断

されなかった。労働者に過重労働を強いる

ような発注者による要求は受注会社で断る

べきというのが建前であるが、請負関係で

は多少なりとも力関係が生じるものであり、

そのため安衛法では元方事業者など請負関

係の規制も行われている。請負人の労働者

の過重労働やハラスメントについても実効

性のある防止措置が必要と思われる。 
２２．．３３  建建設設業業 
 発注者等の義務は全業種にわたるが、特

定事業である建設業、造船業は特定元方事

業者としての措置義務や第 31 条の特定事

業の「仕事を自ら行う」注文者としての措

置義務が課せられるなど、発注者等の中で

もさらに特化した規制がある。特に建設業

は、死亡災害の割合が全産業の 3 割以上を

占めており、＜３．６＞で後述するように、

発注者等に係る安衛法の規定は主に建設業

対策として追加されてきた。 
 そのため、以下では発注者等の義務のう

ち建設業ついて検討する。なお、特に建設

業に限定していなければ特定元方事業者や

特定事業に関する内容は造船業にも当ては

まる。 
２２．．３３．．１１  （（特特定定））元元方方事事業業者者ととししてて 
 特定元方事業者は統括安全衛生責任者の

選任（第 15 条）や協議組織の設置・運営（第

30 条）など【安全管理体制】を構築する必

要がある。工事の種類や労働者の総計によ

って選任する者が異なり、表 3 のとおりと

なる（協議組織の設置は労働者の総計にか

かわらず必要である）。また、これらの者

を選任した場合、特定元方事業者の事業開

始報告を所轄の労働基準監督署長に届け出

る【報告】義務がある（第 100 条、安衛則

第 664 条。図 2）。その他、表 4 のとおり

建設工事の開始報告や機械等の設置届を届

け出る【報告】義務がある（第 88 条）。以

上の義務を怠ると罰則が科される可能性が

ある。 
 また、元方事業者として請負人への【指

導】義務（第 29 条）のほか、建設業固有の

ものとして土砂崩壊等のおそれのある場所

での危険防止措置義務（第 29 条の 2）や、

爆発火災等の救護における二次災害防止措

置義務（第 25 条の 2）などの【作業の調整】

義務がある。 
 なお、第 29 条には罰則がないが、下請負
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人が安衛法違反で書類送検され、元方事業

者が第 29 条で是正勧告を受けたことによ

り、元方事業者が県の発注工事から指名停

止をされた事例がある 8。 
２２．．３３．．２２  注注文文者者ととししてて 
 特定事業の注文者として第 31 条の義務

があげられる。第 31 条は＜５ 適用の実際

＞で後述するように、主に墜落防止のため

の設備や足場の管理である【設備等管理】

義務がメインとなるが、くい打機等の機械

安全の措置も含まれる。ここで墜落防止措

置に関して、事業者に課せられた安衛法の

義務は第 21 条（安衛則第 518 条、519 条、

563 条等）であり、注文者に課せられた第

31 条（安衛則第 653 条、655 条）の義務も

ほぼ同内容となっている。そのため請負人

によっては「元請任せ」のような態度も見

られ、自身の「事業者としての義務」を果

たそうとしないことがある 9。 
 しかし、安衛則第 518 条第 1 項は事業者

に対し、高所作業の際に足場や作業床を「設

ける」義務を課しているが、第 31 条の注文

者には高所作業の際に足場や作業床を「設

ける」義務があるわけではない。また、安

衛則第 521 条や第 563 条で、高さ 2 メート

ル以上の箇所や足場で労働者に要求性能墜

落制止用器具等を使用させる際には、事業

者は要求性能墜落制止用器具等を安全に取

り付けるための設備を「設ける」義務が規

定されているが、法第 31 条の関連省令には

そのような規定はなく、請負人自らが行わ

なければならない。そもそも第 31 条及び関

連省令は注文者固有の義務であり、請負人

の「事業者としての義務」を元請が「肩代

わり」するものではないため、請負人自身

が「事業者としての義務」を別途果たす必

要がある。 
２２．．３３．．３３  発発注注者者ととししてて 
 また、「元請任せ」とは、下請事業者（請

負人）が自らの責任において措置すべき事

項を元請事業者に任せていることと同時に、

仕事を自ら行わない発注者も現場の安全衛

生対策を元請事業者に任せている（「丸投

げ」している）ことも意味している 10。 
 確かに仕事を自ら行わない発注者、注文

者に対しては、上記の通り【設備等管理】

や業者間の【作業の調整】などが主であり、

日々刻々と変化する現場への対応義務は課

されていない。ただし＜２．１．２＞のと

おり、発注者には【情報提供】の義務が課

されていることがあり、後述の通り必要に

応じて発注者自ら事前調査を行うことも望

ましく、「元請任せ」にしておけばいいも

のではない。 
 その他、第 30 条第 2 項で、特定事業の仕

事の発注者は第30条第1項の措置義務者を

指名する【安全管理体制】の構築義務が規

定されている（図 3 参照）。措置義務者の

指名に当たっては、工事の主要な部分を請

け負った者等の同意を得なければならない

（安衛則第 643 条第 1 項）。当該指名がで

きない場合、発注者は遅滞なくその旨を所

轄の労働基準監督署長に届け出なければな

らない（安衛則第 643 条第 2 項）。 
 第 31 条の 3 では、建設業において、複数

の事業者が建設機械等を用いる仕事を共同

して行う場合にその仕事全体の安全確保に

必要な措置を講ずる必要性から、車両系建

設機械のうち一定のものやつり上げ荷重が

3トン以上の移動式クレーンに係る作業（特

定作業）の仕事を自ら行う発注者又は当該

仕事の全部を請け負った者で当該場所にお
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いて当該仕事の一部を請け負わせているも

のに対し、作業内容や立ち入り禁止区域等

について必要な連携や調整を行う【作業の

調整】義務を課している。 
 安衛法第 20 条や第 21 条に基づく安衛則

では、事業者に対して、様々な作業を行う

ときにあらかじめ地形や工法等の調査義務

を課している。そのうち、地山の掘削（安

衛則第 355 条）や、ずい道等の掘削（安衛

則第 379 条）の際の「適当な方法」による

調査には、発注者が調査を行いその結果を

事業者が調べることも「適当な方法」に含

まれる 11。また、ロープ高所作業（安衛則

第 539 条の 4）及び土石流が発生するおそ

れのある河川での作業（安衛則第 575 条の

9）では、事業者による調査の方法には発注

者からの情報の把握が含まれる 12。これら

の作業の発注者には【情報提供】を行うこ

とが求められる（ただし法令上の義務では

ない）。 
また、労働基準監督署長等が事業者に対

して第88条第6項に基づく作業計画の差止

命令若しくは変更命令又は第98条第1項に

基づく設備等の使用停止命令や作業停止命

令を行った場合、労働基準監督署長等はそ

の工事や仕事の発注者や注文者に対して、

安衛法上問題となるような発注条件を付さ

ないよう留意すること等、労働災害防止に

関する事項について必要な勧告又は要請を

行うことができる（第 88 条第 7 項、第 98
条第 4 項）。 
 しかし、発注者や注文者に対する当該勧

告又は要請は事業者に対する命令、つまり

安衛法に違反する場合を前提にしている。 
 台風や地震などにより、道路の復旧作業

や河川の護岸工事、土砂の撤去作業など復

旧工事など、一定の範囲で複数の工事が並

行して行われることがある。また、河川や

道路ではそれぞれ所管行政官庁が異なって

いる場合があり、それゆえ復旧や補修作業

の発注者もそれぞれの行政官庁から行われ

ることになる。その場合、例えば一級河川

（国土交通省管轄）の護岸工事の進捗如何

によっては県道（地方公共団体管轄）の復

旧作業の安全衛生に影響を及ぼすこともあ

り得る。上記の通り、発注者に対する作業

計画等への勧告や要請は、事業者に対する

変更命令や使用停止等命令を前提としてお

り、ある適法な工事が他の工事の安全衛生

に影響を及ぼすような場合には第 88条第 7
項又は第98条第4項に基づき発注者等に対

して勧告や要請を行うことはできない。元

検事の寺西輝泰は、自然災害等による一定

の範囲での復旧作業では、民間工事も含め

た発注者間での連絡協議会等を設置するこ

とが求められるとしている 13。 
なお、公共工事の発注機関に対し、建設

工事関係者連絡者会議等で発注者等の責任

について説明が行われることがある 14。 
 また、中央建設業審議会は建設工事標準

請負約款や公共工事標準請負契約約款を定

めている 15。その中で発注者や元請負人が

「監督員」を置く場合を定め、監督員によ

る指示は原則書面で行わなければならない

旨や工期変更に際して発注者や元請負人が

著しく短い工期を設定することを禁止し、

必要な配慮を行わなければならない旨規定

しているほか、災害防止その他工事の施工

上特に必要があるとき、監督員が受注者に

対して臨機の措置をとることを請求するこ

とができる旨規定している。 
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２２．．３３．．４４  公公共共工工事事のの発発注注者者等等へへのの安安衛衛

法法適適用用  
公共工事の発注者は地方公共団体や国で

あるが、安衛法は地方公務員には一部適用

除外であり、国家公務員には全面適用除外

となっている。この場合の発注者への安衛

法適用について検討する。 
（（１１））適適用用 
 地方公務員法（以下「地公法」という。）

第 58 条第 2 項では「労働安全衛生法第二章

の規定…は、…職員に関して適用しない」

と規定されており、適用除外されているの

は安衛法第 2 章（第 6 条～第 9 条）であり、

労働災害防止計画に関する規定である。そ

の他の安衛法の規定は適用されるため、事

実上安衛法が全面適用されている。また、

「地方公共団体の行う労働基準法別表第 1
第 1 号から第 10 号まで及び第 13 号から第

15 号までに掲げる事業に従事する職員」

（いわゆる現業職員）は適用除外されず、

安衛法が文字通り全面適用される。したが

って地方公共団体にも安衛法の事業者規定

はもちろん、発注者、注文者に係る規定も

適用される（職権行使については後述）。 
 一方、国家公務員法（以下「国公法」と

いう。）附則第 16 条では「労働安全衛生法

…は、…職員（筆者註：一般職の職員）に

は、これを適用しない」と規定されており、

安衛法の全面適用除外を定めている。しか

し、「職員」に適用しないことと国に適用

しないことはイコールではない。すなわち、

国公法附則で安衛法を「職員」に適用しな

いと定めている趣旨は、公務の特殊性や勤

務条件法定主義等の観点から「職員」が安

衛法の「労働者」には該当しないと定めた

ものであり、安衛法の保護客体から国家公

務員を除外する趣旨と解するのが相当であ

り、国が事業者等の安衛法の措置義務者に

該当するか否かは別である。（なお、行政

執行法人 16の職員には安衛法が適用され、

2006（平成 18）年に造幣局が本局工場内で

のプレス作業に係る災害を発生させ、天満

労働基準監督署により担当課長と法人であ

る造幣局が安衛法違反で送検されたことが

ある（その後不起訴）17。） 
 ところで、国は「法人」なのだろうか。

地方公共団体は地方自治法第 2 条で「法人」

であると規定されている一方、国を法人と

定めた根拠は見当たらなかったが、「国と

比較すれば独立性が弱くかつ国から行政権

限の一部を委譲されているにすぎない地方

公共団体が法人とされているのは、国が法

人であることを前提としていると解され

る」18ことから、国も安衛法上は「法人」

であると考えられる。 
 国が「事業者」に相当し、職員が「労働

者」に相当する場合であるが、事業者の定

義では「労働者を使用する」ことが必要で

あり、上記の通り職員には安衛法が適用さ

れず安衛法上の「労働者」ではないので国

は安衛法の「事業者」には該当せず、元方

事業者及び特定元方事業者にも該当しない

と思われる。この点、国も事業者に該当す

るとする見解があるが 19、「労働者を使用

する」という事業者の定義上、「労働者」

を一人も使用していない場合はやはり「事

業者」には該当しないと解さざるを得ない

のではないか。ただし、安衛法が適用され

る労働者が国へ派遣されている場合、当該

派遣労働者の雇用主は派遣元企業であり当

該派遣労働者は「職員」ではないため安衛

法が適用される。その場合、国は安衛法上
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の「労働者」を使用していることとなり「事

業者」の定義に該当するため、派遣先事業

者としての安衛法上の措置義務を負う。 
 一方、国が発注者、注文者に相当し、施

工業者の労働者が「請負人の労働者」に相

当する場合について検討する。 
 通常、国による発注は発注部署の長の名

で行われるが、本省のある部署の長名（課

長等）による発注であれ、地方整備局など

の地方出先機関の場合であれ、発注者、注

文者は国となる。なお、安衛法の「事業者」

は法人又は法人でない場合は個人事業主で

あるという通達があるが 20、発注者、注文

者にはそのような通達はなく、法人の中の

個人でも該当し得るとも考えられるが、事

業者規定は安衛法の責任が事業経営の利益

帰属主体にあることを明確にする趣旨から

設けたものであり 21、発注者、注文者につ

いても同様に解すべきであろう。したがっ

て、発注部署の長名で行われた発注であっ

ても、安衛法上の発注者、注文者は法人す

なわち国であると考えられる。 
 最後に、（特定）元方事業者に係る規定

であるが、（特定）元方事業者が「事業者」

の一種である以上、国は該当せず、関係請

負人のうち（特定）元方事業者の要件を満

たす最先次の者が該当すると考えられる。

ただし、国が「仕事を自ら行う者」である

場合、第 31 条等の「仕事を自ら行う注文者」

には該当し得る。 
 したがって、公共工事では発注者である

地方公共団体又は国に対し、安衛法の発注

者、注文者に係る規定が適用されると考え

られる。 
（（２２））職職権権行行使使、、罰罰則則等等  

次に問題となるのは、発注者、注文者に該

当する地方公共団体や国に対する労働基準

監督機関としての職権は誰が行使するのか

である。 
 まず、地方公共団体が措置義務者に該当

する場合であるが、地公法第 58 条第 5 項で

は「労働安全衛生法…の規定により職員に

関して適用されるものを適用する場合にお

ける職員の勤務条件に関する労働基準監督

機関の職権」は、現業職員の場合を除き、

「人事委員会又はその委任を受けた人事委

員会の委員（人事委員会を置かない地方公

共団体においては、地方公共団体の長）が

行うものとする。」と規定し、現業職員以

外の職員に係る職権行使は労働基準監督官

ではなく人事委員会等であることを定めて

いる。 
 公共工事の場合、元請以下施工業者の労

働者は「職員」ではない。人事委員会等の

職権行使は「職員の勤務条件」に関するも

のであるため、発注者、注文者である地方

公共団体に対する職権は労働基準監督官が

行使することとなる。 
 安衛法違反があった場合、労働基準監督

官により行政指導（是正勧告）されること

があり、通常、措置義務者が法人の場合は

当該法人の長あてに是正勧告が行われるた

め、原則都道府県知事や市区町村長あての

是正勧告となる。なお、建設工事等の場合

は工事現場を一つの事業場と見ることがあ

るため、現場の事務所長あてに是正勧告さ

れることもあり、第 31 条等「仕事を自ら行

う注文者」に係る規定であれば現場の事務

所長あてに是正勧告されることもあり得る

だろう。 
 安衛法第 122 条では安衛法の罰則につい
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て「行為者を罰するほか、その法人又は人

に対しても、各本条の罰金刑を科する」と

いういわゆる両罰規定を定めている。地方

公共団体は「法人」であるため（地方自治

法第 2 条）、発注者、注文者に係る安衛法

違反の罰則が科される場合、実行行為者で

ある職員のほか、法人である当該職員の属

する地方公共団体が罰金刑を科される。 
 次に、国が措置義務者に該当する場合に

ついて検討する。 
 国公法では地公法と異なり、安衛法の職

権行使について特に定めていないため、原

則通り労働基準監督官が職権を行使するこ

ととなる。 
 国に安衛法違反があった場合、労働基準

監督官により国に対して是正勧告が行われ

ると考えられる。その場合、法人の長に是

正勧告が行われるのであれば国の長すなわ

ち内閣総理大臣あてとなるが、人事院規則

10-4（職員の保健及び安全保持）の主たる

措置義務者が各省各庁の長であり、安衛法

違反の是正勧告も各省各庁の長あてとなる

と思われる。なお、やはり建設現場を一つ

の事業場とみた場合は当該工事の発注部署

の長（地方整備局長等）あての是正勧告と

なる場合もあり得ると思われる。国が国に

対して行政指導を行い得るのかという点に

ついては、例えば鉱山保安法第 58 条で鉱山

の危害防止について厚生労働大臣に経済産

業大臣あての勧告権を定めているなど、一

定の範囲で国が国に対して行政指導を行う

権限を定めており、安衛法だけ除くと解す

る根拠はない。 
 罰則の適用について、実行行為者たる「職

員」は、上記の通り安衛法の適用除外は保

護客体からの除外を定めたものであるため

措置義務者としての適用は除外されず、罰

則についても適用があると考えられる。 
 最後に両罰規定についてであるが、国法

人であるため、国そのものが両罰の対象と

なる。しかし、刑罰を科す立場の国が自ら

に刑罰を科すことは解釈論上とり得ないの

で 22、実行行為者である職員には罰則が適

用されるが、国に対する両罰は適用されな

いと解される。 
２２．．４４  個個人人事事業業者者にに対対すするる措措置置義義務務  
２２．．４４．．１１  請請負負人人のの保保護護  
これまで発注者等の義務を見てきたが、

保護対象はあくまで「請負人の労働者」で

あり「請負人」自身ではない。そのため、

請負人が個人事業主や一人親方等の自然人

である場合、請負人自身の安全と健康は請

負人が自ら確保する必要がある。例えば個

人住宅などの小規模な建設工事の場合、施

工管理は元請が行い、実際に作業をしてい

るのは一人親方のみであるという場合も少

なくない。一人親方が元請の事実上の労働

者である場合は元請を事実上の事業者とみ

なして安衛法の措置義務が課せられるため、

一人親方が被災した場合、労働基準監督署

の調査では労働者性の調査も必要であり、

労働基準法研究会報告書「労働基準法の『労

働者』の判断基準」（1985（昭和 60）年）

に沿って調査が行われる。実際には労働基

準監督署は多くの事案で一人親方について

労働者性ありと判断し指導している 23が、

これはあくまで一人親方が事実上の労働者

であるから（＝元請が事実上の事業者であ

るから）労働基準監督署からの指導が行わ

れているのであり、元請が発注者の立場の

まま（＝発注者を名宛人とした）指導が行

われているわけではない。 
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 しかし、＜６．５＞で後述するように建

設アスベスト訴訟最高裁判決により、一人

親方等の非労働者も安衛法の保護対象とな

り得ることが示された。建設アスベスト訴

訟最高裁判決を踏まえた省令改正では、請

負人の保護のため「事業者」に措置義務が

追加されたが、今後、注文者の範囲の拡大

の必要性等も検討される。 
２２．．４４．．２２  諸諸外外国国のの状状況況 
 個人事業者の保護の在り方について、諸

外国の状況を概略する 24。 
 まず、イギリスの労働安全衛生法典

（HSWA：Health and Safety at Work.Act 
1974）では名宛人を雇用者に限らず「リス

クを生み出す者（就業条件を支配管理する

者のように、リスク関連情報を持ち、リス

クを管理できる者を含む）」としている。

第 3 条では雇用者に対し「雇用関係にない

者」の安全衛生も確保する一般的な義務を

課しており、「雇用関係にない者」には自

営業者や訪問者も含まれるという。 
 建設業では、CDM（Construction Design 
and Management Regulation 2015）にお

いて、発注者（client）に対し、十分な安全

費用等の確保を含めた建設計画全体を適切

なものとする義務、関係請負人らへのリス

ク関連情報の事前の提供義務、元請人によ

る建設計画の作成のチェック義務。管理権

限に関する限り、安全な工事現場の形成義

務等を課している。 
 オーストラリアの労働安全衛生法（Work 
Health and Safety Act of 2011）はよりラ

ディカルな法制度であり、第 19 条で名宛人

を「使用者」ではなく「事業を営む者」

（ PCBU ： person who conductors a 
business or undertaking）として、合理的

に可能な限り事業のために関わる全ての就

労者（worker）の安全衛生を確保しなけれ

ばならないと定めている。PCBU には個人

と法人の両方が該当し、フランチャイザー、

元請、サプライチェーンの川上の販売者等

が含まれる。また、フリーランスも自身の

事業を営んでいることから PCBU となり、

他の PCBU の事業に従事する場合は

worker となる。 
 PCBU の措置義務として一般的なリスク

管理措置のほか、職場、設備、有害物のあ

りよう等の事業の性質に応じた危害防止措

置が定められている。 
 建設業においては、注文者、設計者も事

業を営む者である以上 PCBU に該当し、

PCBU としての措置義務を負う。 
２２．．４４．．３３  ププララッットトフフォォーームム 
 近年、IT 技術の進展等により雇用されず

に就労する者が増加しており、彼ら彼女ら

は原則労基法上の労働者には該当しないが、

それに準ずる保護の必要性や内容が議論さ

れており、「雇用類似の働き方に関する検

討会報告書」（2018（平成 30）年。以下「検

討会報告書」という。）や「フリーランス

として安心して働ける環境を整備するため

のガイドライン」（2021（令和 3）年。以

下「ガイドライン」という。）が策定され

ている。 
 近年特に注目されているのがインターネ

ット上で単発の仕事の受発注を行う「プラ

ットフォーム」と、プラットフォームを利

用して就労する「ギグワーク」である。ギ

グワークは形式上は業務委託であり、原則

労基法上の労働者には該当しないが、その

就労実態から労基法上の労働者として、ま

たはそれに準ずる保護をするべきという議
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論がある。（以下ではプラットフォームを

利用して就労する者を「労働者」と区別し

て「ワーカー」という。） 
 ワーカーの位置づけとして、ＥＵのプラ

ットフォーム労働における労働条件改善に

関する指令案 25（以下「プラットフォーム

労働指令案」という。）では、プラットフ

ォーム労働の従事者に雇用関係を推定する

こととしている。また、イギリスでは

employer ではなくても worker に当たると

する最高裁の判決が出ており、worker であ

れば概ね HSWA の保護を受ける 26。 
 一方、日本ではフリーランス促進政策も

あり、むしろ非労働者であることを前提と

しているように思われる。もちろん事業の

種類や就労実態から雇用関係である場合も

あり得るが、多くは非雇用関係となると思

われる。そのため、プラットフォーム事業

者（の多く）は現行の安衛法上は「事業者」

ではなく「注文者」となると思われる。 
 また、プラットフォームにはプラットフ

ォーム事業者、ワーカーのほかに、消費者

が存在する（図４参照）。消費者がプラッ

トフォームに注文し、プラットフォーム事

業者がワーカーに業務を依頼するという構

造であり、プラットフォーム事業者は「仲

介事業者」としての側面もある。そのため、

安衛法の発注者や注文者の定義をそのまま

適用するならば消費者は安衛法上の発注者、

注文者となり得る。しかし、安衛法の発注

者、注文者に課せられた措置義務は「事業

者」では対応が不可能又は困難な内容であ

ったり（第 31 条等）、発注者も措置を講ず

ること（第 30 条の 2 等）で労働災害防止に

実効性を有らしめたりするものであり、そ

のような影響力を持ちえない者に何らかの

措置義務を課すことが適当であるとは思わ

れない。この点、三柴は「リスク創出者管

理責任負担原則」（労働安全衛生について、

リスクを創出する者や、リスクに関する情

報を得て、リスクを支配管理できる者が管

理責任を負うのが原則であるとする考え

方）を提唱し、フリーランス、ワーカー等

のうち雇用類似者にもこれを及ぼすべきと

する 27が、この原則によれば消費者がリス

ク創出者に該当する可能性は低いと思われ

る。 
 したがって、以下では消費者を発注者等

から除外し、プラットフォーム事業者を発

注者等と位置づけ、プラットフォーム事業

者の発注者等としての措置義務について検

討する。 
 まず、現在の発注者、注文者に係る措置

義務は、建設業や製造業の安全衛生対策が

主眼であり（＜３．６＞で後述）、プラッ

トフォーム事業者に対して適用があるのは

第 3 条第 3 項（適正な契約内容）や第 31
条の 4（違法な指示の禁止）程度であり、

実効的な労働災害防止措置義務は課されて

いないといえる。そのため、プラットフォ

ーム事業者に対して新たに措置義務を講じ

させるべきと思われるが、その方法として

安衛法の注文者の措置義務を追加したり、

名宛人に発注者、注文者とは別のカテゴリ

ーとしてプラットフォーム事業者を追加す

る、プラットフォームに関して報酬や安全

衛生を含む就労条件全般を定めた新法を制

定するなどが考えられる。 
 プラットフォーム事業者が講じるべき措

置として、上記＜２．１．１＞で整理した

発注者等の措置義務の分類のうち、【設備

等管理】、【安全管理体制】、【作業の調
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整】は発注者等が管理する場や設備で作業

をする場合が想定され、当該作業の場や設

備を管理する者でなければ措置が困難であ

る。ただし、プラットフォーム事業者側で

仕事に用いる資材の提供や指定があれば、

資材等を適正なものとする【設備等管理】

の措置が必要と思われる。 
 一方、【情報提供】、【コンプライアン

ス】、【指導】、【報告】は発注者等が場

や設備を管理しているが否かにかかわらず

措置を講じることが可能であり、また必要

であると思われる。 
 【情報提供】については、プラットフォ

ーム事業者で実施したリスクアセスメント

結果の情報提供（例えばパソコン作業を行

う者に対しては VDT 作業の際の作業姿勢

や作業環境の情報）等 28が考えられるが、

そのためにはリスクアセスメントの実施を

義務付ける必要がある。 
 【指導】についてはワーカーが各種法令

に違反しないような指示や違反を繰り返す

ワーカーに対する制裁等、【コンプライア

ンス】では著しく短期での発注や低額な報

酬の禁止、違法な行為の指示の禁止等が考

えられる。 
 【報告】については上記【情報提供】で

記載したリスクアセスメント結果を行政機

関にも報告させることが考えられる。なお、

家内労働法では委託者に対し、委託業務の

内容や家内労働者数等を記した家内労働委

託状況届の【報告】義務があるが、これは

一定期間継続的に同じ業務を委託している

ことを前提としていると思われるため、単

発仕事の注文を行うプラットフォーム事業

者にそのような【報告】を行わせることは

難しいと思われる。 

また、災害時の【補償】について、労基

法第 8 章で使用者の義務とされており、労

基法第 87 条により建設業では元請が災害

補償責任を負っている。検討会報告書では

「労災等の制度がないため、実際に何かあ

ったときは、発注者側もどう対応していい

のか悩む」という IT 関係の発注者の声も取

りあげられており、「仕事が原因で負傷し

又は疾病にかかった場合、仕事が打ち切ら

れた場合等の支援」について今後の検討課

題とされている。 
その他、配送業務のプラットフォーム事

業者に対し、累進歩合制度の制限も検討す

べきと思われる。累進歩合制度とは運賃収

入の高低に応じて数階級に区分し、階級区

分の上昇に応じて逓増する割合を運賃収入

に乗じて歩合給を算定する（歩合給が非連

続的に増減する）方法であるが（図５参照）、

主にタクシー業の運転手の長時間労働やス

ピード違反を極端に誘発するおそれがあり、

交通事故の発生も懸念されることから、そ

のような賃金制度を廃止するよう労働基準

監督署が指導している 29。ただし、法律上

累進歩合制度を禁止すべき根拠がないこと

から行政指導にとどまっている。したがっ

てプラットフォーム事業者に対しても累進

歩合制度の規制を行うのは難しいと思われ

るが、配送業務では労働安全のみならず交

通安全の確保も重要であるため 30、何らか

のガイドラインを定めたうえで行政指導を

行うべきであると考えられる。 
 最後に、日本国内のワーカーが外国に拠

点を置くプラットフォームを利用していた

場合、当該プラットフォーム事業者に対す

る安衛法その他の労働法の適用が問題とな

る。法の適用に関する通則法（以下「通則
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法」という。）31ではどちらの国の法を適

用するかは原則当事者の選択によることと

しており（第 7 条）、選択がなければ「最

も密接な関係がある地の法」によることと

している（第 8 条）。また、労働契約につ

いて第 12 条で特例を定めており、労務を提

供すべき地の法が「最も密接な関係がある

地の法」と推定される（第 12 条第 2 項）。

さらに、強行法規については労働者の意思

表示により「最も密接な関係がある地」の

強行法規が適用される（第 12 条第 1 項）。

プラットフォーム事業者とギグワーカーの

関係は「労働契約」ではないため、通則法

第 12 条をそのまま適用することはできな

いと思われるが、通則法第 12 条の規定に準

ずる規定を設けるべきと思われる。 
 この点、ＥＵのプラットフォーム労働指

令案では、拠点がＥＵの域外（アメリカ等）

にあってもＥＵの域内の就労者を使用して

いれば適用されることとしている。 
  
３３  沿沿革革 
 安衛法成立までの沿革及び安衛法改正に

ついて、主に発注者等の観点から記す。 
３３．．１１  工工場場法法（（明明治治 4444 年年 33 月月 2299 日日法法律律

4466 号号））  
 工場法の保護対象は「職工」であり、主

な名宛人は「工業主」であった。工業主の

定義規定はなかったが、「己ノ指揮ニ出テ

サルノ故ヲ以テ其ノ処罰ヲ免ルルコトヲ得

ス」（第 22 条）との規定があり、「工場ノ

業務ニ従事スル者ニシテ其ノ操業カ性質上

職工ノ業務タル以上ハ、雇傭関係カ直接工

業主ト職工トノ間ニ存スルト或ハ職工供給

請負者、事業請負者等ノ介在スル場合トヲ

問ハス、一切其ノ工業主ノ使用スル職工ト

シテ取扱フモノトス」（大正5年商局第1274
号）などの通牒により、工業主と職工との

間に雇用関係は必ずしも必要とされていな

かった。そのため、雇用関係にない職工も

工場法の保護対象であり、工業主の措置対

象であった。 
 また、工場法の適用場所は「工場」であ

り、数人の工業主が一つの工場内で事業を

行っていたとき、全体を一つの工場とみな

し、全工業主に共通的な規定は各工業主が

共同で責任を負い、個別的に適用される規

定は各々の事業主が責任を負うとされるな

ど、規定の性質に応じて適用対象を柔軟に

解釈することも可能であり、一つの工場に

複数の工業主が存在することもあり得た。 
３３．．２２  労労働働基基準準法法（（昭昭和和 2222 年年 44 月月 77 日日

法法律律第第 4499 号号））  
戦後、工場法や商店法を統合し、新たな

労働保護法として発展した労基法が成立し

た。労基法では保護対象を「労働者」、主

な名宛人を「使用者」とし、それぞれ第 9
条、第 10 条で定義している（表 5）。 
 名宛人を工場法の「工業主」から「使用

者」へ変更したことについて、労基法立案

時の厚生省の担当者であった寺本廣作は、

工業主を名宛人とした工場法の立場は一定

程度合理性がありつつも、「複雑化した近

代企業に於て唯単に損益計算の帰属者に対

して形式的責任を問うのみでは法律の履行

は確保されない場合が多」く、労基法より

先に成立した労働組合法や労働関係調整法

の規定を参照し、「（労働組合法や労働関

係調整法では）何れも形式的に事業主の責

任を問う立場を離れ実質的な行為者に対し

て使用者の責任を問う立場に立っているの

である。この法律〔労基法〕ではかような
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立場を一層明確にするため使用者を定義し

て『事業主又は事業の経営担当者その他そ

の事業の労働者に関する事項について事業

主のために行為をするすべての者』とし

た。」としている 32。（下線筆者。一部現

代仮名遣いに修正。） 
 労基法の名宛人は（第 6 条等を除けば）

基本的には「使用者」であり、発注者や注

文者を名宛人にした条文はなく、元方事業

者に関する条文もない。例外として建設業

における元請の労災補償責任（第 87 条）が

あるが、これは元請を労基法上の「使用者」

とみなす規定のため、厳密には使用者責任

の規定である。なお、安衛法成立前の旧労

基法第 87 条は全業種に適用されていたが、

現在は建設業に限られている。 
 旧労基法時の判例には「注文書と題する

書面が取交され、工事代金の支払が予定さ

れており、形式的には両者間に請負関係が

成立しているようにうかがわれるが、甲は、

単に甲の集めた会社の工事現場に派遣して

就労させ、会社の現場監督の指揮のもとに

仕事の段取りなどを指示したりしているの

みで、工事の遂行については一切を会社に

委ね、人夫に対する賃金についても、甲の

委任状によるものではあるが、人夫頭が一

括して会社から受け取り分配している事実

から、右書面は賃金支払方法として出来高

払いを前提とする予定賃金を定めたもので、

契約の実質は労務の提供にあって仕事の完

成を目的としたものではないので甲と会社

との間には請負関係は存在せず、甲の集め

た人夫の使用者は甲ではなく会社の現場監

督である。」としたものがある。（昭 42・
9・12 小松簡裁判決） 
 工場法では前述のとおり雇用関係の有無

にかかわらず工業主の職工とされていたが、

労基法では仕事の完成を目的とした請負関

係であれば労働者にはならないということ

になる。 
 本稿の観点からは、ここに工場法と労基

法の画期を見出すことが可能である。すな

わち、工場法では労務の提供（労働）であ

れ仕事の完成（請負）であれ人を使用する

以上はその責任を工業主に負わせていたの

に対し、労基法は「労働者」を使用する者

でなければ労基法上の「使用者」とはなら

ず、「労働者」ではない請負契約（＝仕事

の発注）であれば労基法上の責任を負わな

い法体系となった（上記判例では発注者に

責任を認めたのではなく、発注者を「使用

者」とみなして責任を認めたものである。）。

なお、労基法第 27 条で「出来高払制その他

の請負制で使用する労働者」と規定されて

いる通り、請負契約であっても「労働者」

である場合もある。「労働者」か否かを判

断するのは契約の名称ではなく実質的にど

のような就労であったか、すなわち「使用

従属性」の有無が判断基準とされ、1985（昭

和 60）年 12 月労働基準法研究会報告「労

働基準法の『労働者』の判断基準について」

33等に基づいて判断される。 
３３．．３３  労労働働災災害害防防止止団団体体等等にに関関すするる法法律律

（（昭昭和和 3399 年年 66 月月 2299 日日法法律律第第 111188 号号））  
 労働災害防止団体等に関する法律（安衛

法附則により「労働災害防止団体法」に改

題。以下「災防法」という。）の第 4 章に

労働災害防止に関する特別規制を定め、元

方事業主に対しても一定の義務を負わせる

こととされた。 
 災防法では当時の第 2 条において「注文

者」、「発注者」、「請負人」及び「元方
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事業主」をそれぞれ表 6 のように定義して

いた。また、第 57 条に建設業の元方事業主

の義務として「統轄管理者の選任」「協議

組織の設置」、「作業間の連絡及び調整」、

「作業場所の巡視」などが定められており、

第 58 条には建設業の仕事を自ら行う注文

者には建設物等を請負人の労働者に使用さ

せる際の適正管理義務が定められていた。 
 「発注者」の定義のみ安衛法に引き継が

れたが、安衛法第 31 条（注文者の講ずべき

措置）は「従来、労働災害防止団体等に関

する法律第 58 条に『注文者の義務』として

規定されていたものと同一である」とした

通達がある（昭和 47 年 9 月 18 日付基発第

602 号）。 
３３．．４４  家家内内労労働働法法（（昭昭和和 4455 年年 55 月月 1166 日日

法法律律第第 6600 号号））  
 家内労働は形式上、委託者と受託者の取

引であり、家内労働者は労基法の対象外と

されたため、家内労働者を保護する法律の

必要性がたびたび議論となった。 
 1959（昭和 34）年に最低賃金法が制定さ

れ、その中で家内労働者の最低工賃に関す

る規定が設けられたが、同時期に大阪府や

東京都でヘップサンダルの接着作業に従事

していた家内労働者がベンゼン中毒を発症

し、死者まで出す等、社会問題となった。 
 このように、当初、家内労働は家内労働

者の最低賃金（最低工賃）の問題として議

論されていたが、上記の安全衛生問題を契

機として家内労働者の安全衛生対策も行う

べく、1969（昭和 44）年に家内労働法が成

立した 34。 
家内労働法の第 2 条で「家内労働者」及

び「委託者」を表 7 のように定義している。 
 家内労働法では「委託者」に対し、第 17

条で機械や原材料等を家内労働者に提供す

る等をしたときは、これらの危害を防止す

るため必要な措置を講じることを義務付け

ており、具体的な措置内容は家内労働法施

行規則第 10 条～第 16 条に規定している。 
 安衛法の事業者に課せられた措置義務と

比較したとき、機械安全に関しては家内労

働法の委託者と安衛法の事業者はおおむね

同程度の措置義務が課せられているのに対

し、有害物取扱いによる健康障害防止に関

しては、委託者はラベル表示による通知等

の義務が課せられているのみで、局所排気

装置等の設置義務は家内労働者自身に課せ

られており、安衛法における事業者の義務

とは大きく異なっている。これは、家内労

働者の就業場所は家内労働者の生活場所で

もあるため、委託者にその場所の管理権限

がない以上、新たな設備を設ける義務を課

すことができないためであろう（ただし局

所排気装置等を設けるに際し必要な援助を

行う義務が委託者には課せられている（家

内労働法施行規則第 21 条））。 
 その他、第 4 条で委託者及び家内労働者

に対し、家内労働者及び補助者の就業時間

が長時間とならないよう努力義務を課して

いる。第 4 条は長時間就労の防止や工賃の

過当競争の防止が目的とされているが 35、

地域内の雇用労働の家内労働への代替防止

という側面もあると思われる。 
 雇用類似の働き方の者のような、労働者

と自営業者の間の中間層に係る保護は家内

労働法も参考になるだろう。しかし、家内

労働法では原稿の内容をフロッピーディス

クに入力する作業は「物品」の「加工」に

該当するが、ホームページを作成し、MOに

保存する作業は（MOは「物品」に該当する
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が）ホームページの内容を自ら考案してい

るので「加工」には該当しないとされてお

り 36、いかにも時代遅れである。家内労働

法も現代的にアップデートする必要がある

のではないかと思われる。 
３３．．５５  労労働働基基準準法法研研究究会会第第 33 小小委委員員会会報報

告告（（昭昭和和 4466 年年 77 月月 1155 日日））  
1971（昭和 46）年の労働基準法研究会第

3 小委員会の報告書に建設業、造船業等の

構内下請け企業を有する企業の増加や建設

業における重機のリース業の増加が指摘さ

れた。一方、建設業、造船業においては災

防法で元方事業主や注文者に対し統轄管理

者の選任や協議組織の設置、建設物等に対

する措置を講ずべきことが規定されている

ものの、十分な効果を発揮していないとさ

れた。 
そのような状況を踏まえたうえで、「特

殊な労働関係の規制の強化」として、建設

業、造船業等構内に多くの下請企業が混在

する業種においては、親企業が下請企業の

労働者についても安全衛生管理責任を有す

るものとされた。また、「安全衛生管理能

力の極めて低い弱小下請企業の対策」とし

て、「親企業に対し下請発注の適正化をは

からせるとともに下請企業に対しては自ら

の安全衛生管理活動を親企業の行う総合安

全衛生管理活動に有機的に連繁させるこ

と」とされ、「親企業が下請企業の労働者

についても安全衛生管理の責任を有するこ

とを明確にする」とともに、必要な整備を

行うべきとされた。 
３３．．６６  労労働働安安全全衛衛生生法法（（昭昭 4477 年年 66 月月 88
日日法法律律第第 5577 号号））  
（１）安衛法成立 

労働基準法研究会第 3 小委員会報告を受

けて、労働基準法から分離独立する形で労

働安全衛生法が成立した。 

 なお、安衛法を労基法から切り離して単

独立法を行うに際し、一部の労働組合や学

者から「労働安全衛生問題を技術的問題と

のみ捉え、労基法における階級的視点を無

くし、労基法を段階的に解消しようとする

意図がある」との批判があり、労働省は、

労基法は直接の使用従属関係のみを対象と

しているが、直接の使用従属関係のみに限

定していたのでは的確に労働災害を防止す

るのに十分でないことから新たな立法を必

要とすると応えた 37。また、労働基準法と

の一体性を損なわないように「労働基準法

と相まって」（第 1 条）運用していくもの

とされた。このように、請負規制は安衛法

の立法目的の一つであった。 

 その後、安衛法の改正が何度か行われる

が、発注者等に関するものは以下のとおり

である。 

（２）昭和 55年改正 

建設業における労働災害状況が、死傷者

数は全産業の 1/3、死亡者数は半数を占め

ており、また大規模かつ重篤な災害が多く

発生していた。このような中、中央労働基

準審議会の労働災害防止部会から「建設業

における労働災害防止対策の中間検討結果

報告」が報告された。報告では、「建設工

事の設計、積算等における安全衛生上の問

題は、発注者と元請の間のみなでなく、元

請と下請、下請と孫請等の間でも同様にみ

られるものであり、重層下請の最末端では、

適正な工期、工程、安全経費等については

無視されたままで工事が行われる場合がみ

られ、また、労働者を使用する事業者とし
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ての適格性を欠く者が工事を請負っている

例もみられることは大きな問題である。」

とか、「建設工事の工期、工程を決定する

にあたっては、労働災害防止上留意すべき

事項、たとえば、機械を安全に運転するこ

とができる数の労働者等の確保、日曜週休

制の実施、長時間労働の排除等を定め、こ

れを発注者、元請人等に周知することが必

要である。また、地質が予想と異なってい

た場合等には、工事着工後においても当初

決定された工期、工程等をこれらの条件に

応じて適正なものに変更することが必要で

ある。」とされた。 

 このような状況から、建設業の安全衛生

対策では「安全衛生行政機関と公共工事発

注機関との連携の強化」が求められるとさ

れた。 

この報告を踏まえ、下請混在作業現場に

おいて元請事業者に機械の配置等の適切な

段取りを行うようにさせること、一定の元

方事業者に元方安全衛生管理者を選任させ

ることとし、統括安全衛生責任者の指揮の

もとに必要な事項を管理させなければなら

ないようにすることなどの内容を盛り込ん

だ安衛法改正案が第 91 回国会に提出され、

1980（昭和 55）年 6月 2日に成立した。こ

の改正により、第 15 条の 2、第 25 条の 2、

第 30 条第 5 号（現行第 5 号前段）、第 30

条の 2（現行第 30 条の 3）等が追加された。 

（３）昭和 63年改正 

労働災害の発生件数は減少傾向にあった

ものの死傷者数は年間約 80万人、死亡者数

は年間 2,000 人超という水準であった。ま

た、中小規模事業場の労働災害発生率は依

然として高く、建設業における労働災害発

生率が高いほか、機械設備に起因する労働

災害も多かった。このような中、1988（昭

和 63）年 1月に中央労働基準審議会から労

働大臣に対し「労働安全衛生法令の整備に

ついて」が建議された。建議では、建設業

における労働災害の現状と課題として「建

設工事の設計・施工に当たって、発注者と

事業者の間で締結される請負契約に安全衛

生上問題がある場合があるため、このよう

な建設工事における労働災害を防止するた

め、事業者のみならず発注者に対しても規

制を行う必要がある。」とか「仮設物等に

起因する労働災害が多いことにかんがみ、

このような機械設備に係る工事の安全性を

確保するため、労働安全衛生法第 88条の計

画届出制度の充実を図る必要がある。」と

された。 

また、安衛法を改正すべき事項として「発

注段階の規制の充実」をあげ「労働大臣、

都道府県労働基準局長又は労働基準監督署

長は、労働安全衛生法第 88条第 7項又は第

98条第 1項の規定に基づき事業者に対して

命令を行う場合において、労働災害を防止

するため必要があると認めるときは、当該

工事の発注者に対し、発注条件の変更につ

いて勧告又は要請を行うことができる」よ

うにすることが必要であるとした。 

この建議を受け、都道府県労働基準局長

や労働基準監督署長が事業者に対し工事差

止命令や使用停止等命令をした際、当該工

事の発注者に対する勧告又は要請を規定化

する内容を盛り込んだ安衛法改正案が第

112 回国会に提出され、1988（昭和 63）年

5月 12日に成立した。この改正により、第

88 条第 8 項（現行第 7 項）、第 98 条第 4

項等が追加された。 

（４）平成 4年改正 
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労働災害の死傷者数は減少傾向にある中、

死亡者数は増加傾向にあり、特に建設業は

死亡者数が 1,000 人を超える年が続いてい

た。このような状況の中、1992（平成 4）

年 1 月に中央労働基準審議会から労働大臣

に対し「労働者の安全と健康の確保のため

の対策の推進について」が建議された。建

議では「関係請負人が行うことが困難な作

業場所の安全の確保のための措置について

は元方事業者が行うこととすることが必要

である。」とか、「建設工事においては、

現場で具体的な打ち合わせをしながら仕事

が行われているが、関係請負人等が法令に

違反するような指示を注文者が行うことが

あり、そのような指示が行われることがな

いようにする必要がある。」とされた。 

 この建議を受け、中小規模の建設現場に

おける安全衛生管理体制の充実化や、建設

現場で関係請負人が安全を確保するための

措置や建設機械等を用いる際の安全を確保

するための措置を適切に講じられるように

するため、①中小規模の建設業現場の元方

事業者は店社安全衛生管理者を選任するこ

と、②建設業の元方事業者は、作業場所に

係る危険の防止のため技術上の指導その他

の必要な措置を講じること、③建設業の元

方事業者、注文者は、混在作業現場におけ

る建設機械等に係る労働災害の防止のため

必要な指導等を行うこと、④注文者は、請

負人に対して違法な指示をしてはならない

こと、などの内容を盛り込んだ安衛法改正

案が第 123 回国会に提出され、1992（平成

4）年 5 月 18 日に成立した。この改正によ

り、第 15 条の 3、第 29 条の 2、第 30 条第

5 号後段（機械等の使用に関する指導）、

第 31 条の 2（現行第 31 条の 3）、第 31 条

の 3（現行第 31条の 4）等が追加された。 

（５）平成 17年改正 

製造業で業務請負等のアウトソーシング

の増加、合併・分社化による組織形態の変

化などが進行している中、2004（平成 16）

年 12 月に労働政策審議会から厚生労働大

臣に対して「今後の労働安全衛生対策につ

いて」が建議された。建議では「業務請負

等のアウトソーシングの増大、合併・分社

化の進行、就業形態の多様化など、企業や

労働者を取り巻く社会経済情勢が変化する

中で、この変化に対応した安全衛生管理体

制を構築する必要が生じている」とされた。 

 また、安全衛生対策の方向性として「製

造業等の業種に属する事業の元方事業者に

ついて、混在作業によって生ずる労働災害

を防止するため、作業間の連絡調整、合図

の統一等必要な措置を講じなければならな

いこととすること。」や「大量漏えいによ

り急性障害を引き起こす化学物質、引火性

の化学物質等を製造し、又は取り扱う設備

の改造、修理、清掃等の仕事で、設備の分

解等の作業を伴うものの発注者等は、労働

災害を防止するため、当該化学物質の危険

性・有害性、当該作業について注意すべき

事項等の情報を文書等により請負人に提供

しなければならないこと。」などとされた。 

この建議を受け、主に製造業に関し、①

設備の改造・修理・清掃の仕事の外注化が

進展する中で、爆発等のおそれがある化学

設備について、その仕事を発注する者が請

負人に対して必要な情報を提供すること②

製造業等における業務請負の増加に対応す

るため、元方事業者が作業間の連絡調整を

行うこととすること、③分割発注のため②
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の措置を講ずべき者が 2 以上いるときは発

注者が措置義務者を指名すること、などの

内容を盛り込んだ安衛法改正案を第 163 回

国会に提出し、2005（平成 17）年 10 月 26

日に成立した。この改正により、第 30条の

2、第 31条の 2等が追加された。 

 

４４  背背景景ととななっったた災災害害等等 
（１）安衛法成立 

安衛法の立法に当たって発注者等の義務

を安衛法に盛り込む契機となった具体的な

災害を上げるのは困難であるが、上記＜３．

５＞のとおり、労働基準法研究会第 3 小委

員会報告で「特殊な労働関係の規制の強化」

が盛り込まれた背景には建設業や製造業で

請負形態が重層化したことに伴い、1960 年

代頃から一度に多くの労働者が死亡する災

害が多発したためであると考えられる 38。

また、労働災害の度数率は下請企業が親企

業の 3 倍にも上っていたとされる 39。 
（２）昭和 55 年改正 
 昭和 55 年改正時には、トンネル工事にお

ける災害など建設業での大規模災害が相次

いだ。具体的には宮城県白石市国道改良工

事での土砂崩壊事故（1978 年）、山形県農

業用導水路トンネル工事でのメタンガス爆

発事故（1978 年）、上越新幹線大清水トン

ネル工事での坑内火災事故（1979 年）など

があげられる。 
（３）昭和 63 年改正 
 昭和 50 年代後半に橋梁工事での事故が

多発し、昭和 60 年 10 月に労働省が作成し

た「鋼橋架設工事に係るセーフティ・アセ

スメントに関する指針」では「鋼橋架設工

事においては、構造物の倒壊、墜落、取り

扱う重量物との激突等による死亡災害等の

重篤な災害が発生しており、これらの災害

の原因のなかには施工計画の段階における

安全対策が不十分であったと見られるもの

が少なくない」とされており、計画段階で

のセーフティ・アセスメント（リスクアセ

スメントと同義と思われる）を求めている。

アセスメントは 2 段階で行われ、第 1 段階

では設計図書や地形などの基礎資料を基に

危険性の評価を行い、第 2 段階で「発注者

から付与された条件」を基に危険性を評価

することとされている。この第 2 段階の内

容が昭和 63 年改正時に法令に盛り込まれ

たものと思われる。 
 「鋼橋仮設工事に係るセーフティ・アセ

スメントに関する指針」の背景には櫃石島

高架橋事故（1984（昭和 59）年）、六郷橋

撤去工事事故（1984（昭和 59）年）などが

あげられる。 
（４）平成 4 年改正 
平成 4 年改正時には、国分川分水路トン

ネル水没事故（1991 年、＜６．４＞で後述）

や広島新交通システム橋桁落下事故（1991
年）など、発注者や元請の管理がずさんで

あったため発生した事故や災害があった。

JR 東日本の御徒町トンネル陥没事故（1990
年）では、薬液注入工事に関して手抜きな

どの不正があり、元請の現場所長と法人と

しての元請が書類送検されたほか、発注者

である JR 東日本に対しても不正を見抜け

なかったことについて労働省から行政指導

がなされた。 
 また、建設業における死亡災害の約半数

を公共工事が占めており、労働省が行った

調査では発注者に対する施工者の要望事項

として適正な工期や安全経費の設定を上げ

る業者が多かったという 40。 
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 そのため、平成 4 年改正時には「公共工事

における労働災害の発生状況にかんがみ、

関係省庁は、工期の設定、施工計画の策定

等が労働災害の防止に十分配慮されたもの

となるよう、格段の努力を行うこと。」と

の附帯決議がなされるなど、当時の公共工

事での労働災害が重大な関心を集めていた

ことがうかがえる。 
（５）平成 17 年改正 
平成 17 年改正時における災害として、

2003（平成 15）年に製造業で爆発火災災害

が多発したことがあげられる。2003 年に発

生した具体的な災害として新日本製鐵（株）

八幡製鐵所における溶鋼流出事故、新日本

製鐵（株）名古屋製鐵所のガスタンク爆発

事故、エクソンモービル（有）名古屋油槽

所のガソリンタンク火災事故、（株）ブリ

ヂストン栃木工場の火災事故など、比較的

大規模な企業において災害が相次いだ。 
 この時に厚生労働省は大規模製造業に対

し自主点検を実施し、その結果、災害発生

率が高い事業場では「下請等の協力会社と

の安全管理の連携や情報交換が不十分であ

ること」などが明らかとなったため、重大

災害の減少を図るためには「所属元の異な

る労働者が混在している事業場における関

係者相互の確実な連絡調整の確保」等が重

要であるとされた 41。 
 
５５  適適用用のの実実際際 
５５．．１１  是是正正勧勧告告・・送送検検  
 厚生労働省が毎年発表している「労働基

準監督年報」の「定期監督等実施状況・法

違反状況」では発注者等の義務のうち、第

15 条、第 30 条及び第 31 条しか欄がないた

めこれらの条文しか違反状況を確認するこ

とができない 42。2013（平成 25）年～2020
（令和 2）年の第 15 条、第 30 条及び第 31
条の違反状況は図 6 のとおりである。 
 「送検事件状況」では第 30 条と第 31 条

しか欄がないため、これらの条文しか送検

状況を確認することができない。同期間の

第 30 条と第 31 条の送検状況は図 7 のとお

りである。 
 第 30 条と第 31 条の違反件数と送検件数

を比較すると、第 30 条の違反件数は第 31
条のおおむね 1/4～1/6 程度であるが、送検

件数は半数～1/4 程度であり、年によっては

第 30 条の送検件数の方が多い。その理由は

定かではないが、ひとつには、労働基準監

督署による普段の臨検監督（行政指導）で

は第 30 条の協議組織の運営や現場の巡視

等の違反は指摘されにくい一方、第 31 条の

設備等に係る措置は（請負人の事業者とし

ての措置と大部分が重なることもあって

か）多く指摘されるが、ひとたび災害が発

生し刑事事件として着手すると、特定元方

事業者が協議組織の運営や現場の巡視等を

行っていないことが発覚することが意外と

多いということが考えられる（墜落災害で

は、まず第 31 条違反を検討するが第 31 条

では立件困難な場合、次に第 30 条を検討す

ると立件可能なケースが多いのではないか

と思われる）43。 
 また、厚生労働省が毎月更新している「労

働基準関係法令違反に係る公表事案」のう

ち、2021（令和 3）年 7 月 1 日～2022（令

和 4）年 6 月 30 日公表分の第 30 条と第 31
条の事例を表 8 にまとめた。 
 第 30 条の違反の態様は、協議組織の未設

置や計画の未作成、統一合図を定めていな

いなど様々である。 
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 一方、第 31 条の違反の態様は、安衛則第

653 条（物品揚卸口等についての措置）又

は第 655 条（足場についての措置）の違反

がほとんどである。要するに開口部や作業

床の端、足場などに係る墜落防止措置が不

十分であったというものである。 
 その他、2013（平成 25）年～2020（令

和 2）年の建設業の送検状況を図 8 にまと

めた。安衛法の送検状況のうち、建設業は

全産業の半数以上を占め、毎年 250～350
件ほどで推移している。そのうち図 7 のと

おり第 30 条と第 31 条の送検件数の合計は

毎年 21～37 件で推移しており、建設業の送

検件数のうち 1 割程度を占めている。 
５５．．２２  要要請請等等  
 法第 88 条第 7 項又は第 98 条第 4 項に基

づく発注者に対する勧告や要請について統

計資料はないが、2008（平成 20 年）に厚

生労働省がまとめた「建設工事における発

注機関に対する指導・要請事例集」（以下

「事例集」という。）が参考となる。労働

基準監督署が行った災害調査の中で、事業

者に対する指導、処分にとどまらず、発注

者に対する要請や指導内容をまとめたもの

である。なお、事業者に安衛法違反がない

ものも含まれており、必ずしも第 88 条第 7
項又は第98条第4項に基づいたものではな

い。 
 以下に事例集からいくつか事例の概要を

掲げる。 
（１）発注者内の部署間での調整が不十

分であったもの 
 自社の自動車工場内の塗装ブースに

おいて排気ファンの動作を安定させる

ための配線入替工事を発注しておきな

がら、同日に同社の別部署から別業者

に清掃作業が発注された。配線入替工

事は排気ファンの運転の停止が必要な

作業であるが、一方で清掃作業は排気

ファンの運転が必要な作業であり、互

いに実現不可能な仕事が発注されてい

た。その結果、配線入替工事業者の労

働者が感電死した。 
 配線入替工事業者には安衛則第 347
条（絶縁用保護具の装置）、第 36 条（特

別教育）の違反が認められたため書類

送検されたが、発注者に対しても発注

上の問題が認められるとして、作業内

容や作業場所設備について発注時に社

内で十分検討するよう、同社の取締役

工場長に対し警告書が交付された。 
 本件の発注者は、施工業者に対する

【情報提供】及び【作業の調整】が不

十分であったことはもちろん、発注者

内での部署間の【情報提供】及び【作

業の調整】も不十分であったといえる。 
（２）発注者の事前調査が不十分であっ

たもの 
 独立行政法人から林道新設工事に

伴う路盤造成工事が発注された。工

事の途中で、施工業者から、地山の

強度から当初の計画とは別の工法へ

の変更の申し入れがあり、発注者も

変更を認めた。変更された工法は当

時としては比較的新しく、一部の専

門業者しか適正な工法を理解してい

ないものであった。 
 結果的に型わく等の強度の検討が

不十分であり、擁壁材や支柱が倒壊

し、労働者 2 名が倒壊した部材等と

ともに滑落し死亡した。 
 施工業者に法違反があったかは不
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明であるが、工法変更に当たっては

安全管理や品質管理のための適正な

施工条件や、強度等の基準や数値を

具体的に施工者に示すよう、独立行

政法人の部長に対して要請された。 
 発注者の事前の調査不足が一部の

者しか理解できていない特殊工法へ

の変更を余儀なくされた一因となっ

たといえる。 
 
６６  関関係係判判例例 
６６．．１１  三三菱菱重重工工業業神神戸戸造造船船所所事事件件（（平平 33・・

44・・1111 最最高高裁裁判判決決 4444））  

 社外工の労働災害について、発注者の安

全配慮義務違反を認めたもの。 

原告：Aら（B社の下請会社の労働者及びそ

の遺族） 

被告：B社（元請） 

（（１１）） 事事件件のの概概要要  

A らは B 社造船所内でハンマー打ち作業

等に従事していたが、それが原因で聴力障

害（騒音性難聴）となったため、安全配慮

義務違反があったとして損害賠償を求め、

直接の雇用関係にない B社を訴えたもの。  

 A らは、就労場所である B 社造船所内の

敷地、ドック、工場建屋、クレーン等の機

械等、すべてが B 社の管理下にあり、作業

内容も B 社の労働者（本工）と同様の内容

であった上、B 社から直接指揮命令を受け

ていた。 

 造船作業は騒音を伴うものであったため、

B 社は騒音測定、聴力診断等を行い、耳栓

の着用を指導した。ただし、本工に比べ社

外工や下請け企業の労働者に対して耳栓の

支給が遅れたりするなど、必ずしも十分な

措置ではなかった。また、耳栓着用の指導

も下請け企業の労働者に対するものまで含

めると万全なものではなかった。 

 その結果、A らの一部は騒音性難聴にり

患したため Aらが B社に損害賠償を求めた。 

 第 1 審は、「ある法律関係に基づいて特

別な社会的接触の関係に入ったもので、当

該法律関係の付随義務として信義則上 A ら

に対して安全配慮義務を負う」として、原

告の請求を認め、第 2 審も B 社の安全配慮

義務違反を認めた。 

 B 社は、安全配慮義務は使用者と何らか

の契約関係にあり、労働者が使用者に対し

て直接義務を負担する場合に限定されると

して上告した。 

（（２２）） 判判決決（（上上告告棄棄却却））  

  最高裁は「（認定事実によれば、）上告 

人（B 社）の下請企業の労働者が上告人の

神戸造船所で労務の提供をするに当たって

は、いわゆる社外工として、上告人の管理

する設備、工具等を用い、事実上上告人の

指揮、監督を受けて移動し、その作業内容

も上告人の従業員であるいわゆる本工とほ

とんど同じであったというのであり、この

ような事実関係の下においては、上告人は、

下請企業の労働者との間に特別な社会的接

触の関係に入ったもので、信義則上、右労

働者に対し安全配慮義務を負うものである

とした原審の判断は、正当として是認する

ことができる」（下線筆者）として上告を

棄却した。  

（（３３）） 判判例例かからら得得らられれるる示示唆唆  

安全配慮義務は陸上自衛隊八戸車両整備

工場事件（昭 50・2・ 25最小判）で判示さ

れて以降労働契約に付随する義務として定

着した。直接の雇用関係にない社外工に対

する安全配慮義務を下級審で初めて認めた
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判決は大石塗装・鹿島建設事件（昭 55・12・

18最小判）であるが、ここでは最高裁は直

接判断しなかった。本判決は、社外工の労

働者に対する元請企業の安全配慮義務を最

高裁が直接認めたものである。 

 安全配慮義務は雇用契約などの「特別の

社会的接触の関係」に入った際に負うもの

であり、それは雇用関係外においても妥当

する。ここでの「特別の社会的接触の関係」

とは元請と下請企業の労働者に事実上の指

揮監督関係があると認められるときである。

その判断要素として判例は①下請・孫請業

者の労働者が元請業者の管理する設備、工

具等を使用すること、②下請・孫請業者の

労働者が元請業者の指揮監督を受けて稼働

すること、③下請・孫請業者の労働者の作

業内容が元請業者のそれとほぼ同じである

ことをあげている。しかし、例えば作業の

混在による危険を避けるため作業の時間帯

や順番を指定された場合や、特殊な機械を

扱うため専用の治具を貸与され作業手順を

細かく指定された場合等、安全衛生上の指

示と労務管理上の指揮監督を明確に区別す

ることが果たして可能なのかは疑問である。 

６６．．２２  太太平平電電業業・・中中部部ププラランントトササーービビスス・・

中中部部電電力力事事件件（（平平 2244・・33・・2233 静静岡岡地地裁裁判判決決

4455））  

 下請会社の労働者の労働災害について、

元請、１次下請会社の安全配慮義務違反は

認めたが、発注者の安全配慮義務は認めな

かったもの。 

原告：X（D社の労働者） 

被告：①A電力（発注者） 

浜岡原発を所有、営業運転する電

気業者。 

   ②Bサービス（元請） 

火力、原子力発電所の建設・補修

工事・運転関係業務、機械・電気・

管工事等を業とする事業者。A 電力

から浜岡原発のメンテナンス業務を

継続的に請け負っていた。 

③C社（1次下請け） 

 原子力発電所等各種発電所の建設

及び補修工事を業とする事業者。B

サービスから浜岡原発のメンテナン

ス業務を継続的に請け負っていた。 

   ④D社（2次下請け） 

    C 社から浜岡原発のメンテナンス

業務を継続的に請け負っていた。 

（（１１）） 事事件件のの概概要要  

  D 社は浜岡原発内の余熱除去ポンプなど

の機械の保守点検作業を請け負っており、X

は D 社の労働者として、他の労働者ととも

に上記作業に従事していた。 

 浜岡原発内には放射線管理区域が設定さ

れており、同区域においては、作業場所の

放射線レベルと作業内容に応じて、①放射

性物質による汚染が一定以上となる黄服エ

リアと②上記汚染が低レベルに留まる青服

エリアが定められていた。黄服エリアにお

ける作業では、「放射性物質除去のための

クリーンハウス」（以下「クリーンハウス」

という。）が設営され、作業者はその内部

で作業することとされていた。クリーンハ

ウスには高性能フィルター付き局所排気装

置が設置され、作業者は汚染防護服及び高

性能フィルター全面マスクを着用すること

とされていた。 

 また、浜岡原発内のポンプの一部につい

て、ガスケットやシートパッキンに石綿（ア

スベスト）が含まれており、X もポンプの

分解や組立等でアスベスト含有製品を扱う
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ことがあった。D 社の作業員らはアスベス

トの危険性を十分に認識しておらず、ガス

ケット等の交換作業の際にマスクをしない

で作業をすることがあった。 

 この中で X は腹膜原発悪性中皮腫を発症

し死亡したため、遺族が X の死亡と被告ら

の安全配慮義務違反に因果関係があるとし

て損害賠償を請求した。  

（（２２）） 判判決決（（一一部部認認容容、、一一部部棄棄却却））  

  判決は、X は浜岡原発内の作業により

アスベストにばく露したものと認定したう

えで、各被告の安全配慮義務の有無につい

て以下の通り認定した（下線筆者）。 

①A 電力 

「作業現場である浜岡原発の敷地・建物

等を所有・管理し、放射線管理の観点か

ら作業員の出入り等を厳重にチェックし

ていた。また、作業員に対し防護服、工

具の一部及び材料等を提供し、請負会社

である被告 B サービスに対し定期点検の

実施要領である工事仕様書を渡していた。

しかし、工事仕様書に記載される事項は

概括的な事項にとどまっており、社員を

現場に常駐させていたわけではなく、進

行状況については被告 B サービスの現場

監督者に対して適宜報告を求め、また品

質管理の観点から重要項目について現場

監督者に立会いを求めていたにとどまる

ものであるから、D 社の雇用していた X

から実質的に雇用関係に基づいて労働の

提供を受けているのと同視しうる状態が

生じていたとは認められず、安全配慮義

務を負うものではない。」 

②B サービス 

「実際の作業手順、作業スケジュールを

記載した作業手順書及び作業工程表を作

成し、これをもとに D 社ら 2 次下請業者

の現場作業指揮者が細かい施行方法を決

定していた。また、被告 B サービスは、

作業全般の調整業務を行う現場責任者と

作業現場の監督をする現場監督者を選任

していたところ、現場監督者はほぼ現場

に常駐し、朝礼や現場での打合せに参加

するほか、被告太平電業の工事担当者を

通じて作業を監督した。そして、被告 B

サービスは、工事要領書を作成していた

ところ、これには点検工事にあたって被

告 B サービスの現場監督者が留意し作業

員に対して指導確認すべき重要管理項目

等が詳細に記載されていた。このような

事情によれば、被告 B サービスは現場監

督者による C 社の工事担当者に対する指

示という形で間接に D 社の従業員である

X を指揮監督しており、また必要があれ

ば X に直接指示を行うことも可能であっ

たといえるから、請負人の雇用する労働

者から実質的に雇用関係に基づいて労働

の提供を受けているのと同視しうる状態

が生じていたと認められるから、安全配

慮義務を負う。」 

③C社 

「作業現場に工事担当者を置いて D 社の

現場作業指揮者を指揮監督し、朝礼を主

宰した。工事担当者は、D 社の作業員に

代わって実際に作業を行うこともあった。

そうすると、被告 C 社は D 社の従業員で

あった X から実質的に雇用関係に基づい

て労働の提供を受けているのと同視しう

る状態が生じていたと認められるから、

安全配慮義務を負う。」 

そのうえで、Bサービス、C社、D社の安全

配慮義務違反を認定した（その後の帰趨は
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不明）。  

（（３３）） 判判例例かからら得得らられれるる示示唆唆  

 発注者である A 電力に対し、＜６．１＞

の事件とは逆の判断がなされたものである。 

 本判決では、発注者の労働者を現場に常

駐させていないことが安全配慮義務の有無

の判断要素のひとつとなっており、＜６．

１＞の事件と比較したとき、現場に関与し

ようとする発注者ほど安全配慮義務を負い、

現場に「丸投げ」する発注者の方が安全配

慮義務を免れる結果になるのではないかと

思われる。そうすると、発注者としてはで

きるだけ現場に関与しない方が「合理的」

な選択となる「ねじれ」が生じるのではな

いだろうか 46。 
６６．．３３  アアテテスストト（（ニニココンン熊熊谷谷製製作作所所））事事

件件（（平平 1177・・33・・3311 東東京京地地裁裁判判決決 4477））  
 派遣労働者の過労自殺について派遣先、

派遣元の両社に安全配慮義務違反が認めら

れたもの。 
原告：X（被災者 A の母親） 
被告：①Y1（A の就労先） 

②Y2（A の雇用主） 
（（１１）） 事事件件のの概概要要  
 A は高等専門学校の電子工学科を卒業後、

平成8年に大学工学部に3年次編入したが、

翌年の 9 月に退学した。A は将来のアメリ

カ留学費用のため、労務請負を業とする Y2
に平成 9 年 10 月 27 日に就職し、精密機械

製造及び販売等を営む Y1 の熊谷製作所で

勤務を開始した。熊谷製作所ではステッパ

ーの完成品の検査を行う第二品質保証課成

検係に配属された。ステッパー検査院はク

リーンルーム内でステッパーの検査を行っ

ていた。 
 A の勤務態様は、平成 9 年 10 月 27 日～

12 月 14 日は Y1 の労働者と同様の勤務時

間（8：30～17：30）で就業した。 
 平成 9 年 12 月 15 日から Y1 の労働者の

交代勤務と同様の勤務時間・シフト（3 組 2
交替制）となった。この頃から A は原告に

対し、不眠や体調不良を訴えていた。 
 平成 10 年 3 月に台湾出張があり、A は原

告に対し、台湾出張についてすごく疲れた、

忙しくて食事が摂れない、眠い、胃腸がお

かしい旨訴えていた。 
 平成10年7月には時間外労働と休日労働

の合計が 103 時間に達した（時間外労働 17
時間半、休日労働 85 時間半）。また同月、

ステッパーの納入のため宮城県に出張した。 
 平成 11 年 1 月 14 日～同月 17 日の 4 日

間、同月 24 日～同年 2 月 7 日の連続 15 日

間、ソフト検査実習に従事した。 
 平成 11 年 1 月 19 日、A は X に対し、理

科の簡単な問題を解けなくなったと訴え、

Y2 を退職する旨を伝えた。 
 平成 11 年 2 月 24 日、A は Y2 の担当者

に退職したい旨申し出た。Y2 の担当者は、

「契約上の定めもあるので今月末の退職は

難しい、Y1 との打ち合わせも必要なので即

答できない」と返答した。 
 平成 11 年 2 月 26 日から A は Y1 を無断

欠勤した。 
 平成 11 年 3 月 3 日、Y2 の担当者が Y1
の担当者に A の退職申出を伝えた。Y1 は同

年4月15日までは勤務してほしい旨を回答

し、Y1 の担当者に A が無断欠勤しているこ

とを伝えた。 
 平成 11 年 3 月 10 日、X は Y2 に対し、A
と連絡が取れない旨伝え、Y2 の担当者と上

司がAの居室を訪れたところAの遺体を発

見した。室内のホワイトボードには「無駄
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な時間を過ごした。」と記載されていた。 
 X は、A の自殺は過重な労働等による肉

体的負担及び精神的負担のため A がうつ病

にり患したことが原因であるとして、Y1 と

Y2 に対し、安全配慮義務違反ないし不法行

為に基づく損害賠償等を求めた。 
（（２２）） 判判決決（（一一部部認認容容、、一一部部棄棄却却））  

「本件は民事上の損害賠償請求であり、

労働基準監督署長の労災認定処分を求める

ものではないが、両者には共通するところ

もあるので、検討しておくこととする」と

し、労災認定基準に即して A の業務の過重

性を判断した。 
 そのうえで「A の業務においては、時間

外労働・休日労働が連続して 1 か月 100 時

間にも及ぶというような明確な数値として

は表れていないものの、十分な支援体制が

とれていない状況下において過度の仕事量

ないし勤務・拘束時間の長時間化があり、

また、A は過度の身体的精神的負担を伴う

勤務形態及び勤務環境において勤務し、さ

らに、解雇の不安におそわれていたといえ

る。」とし、業務の過重性を認定した。 
 そのうえで、Y1 及び Y2 の責任について

以下の通り判示した。 
①Y1 
「Y1 の本件製作所において勤務する外

部からの就労者は、人材派遣あるいは業

務請負等の契約形態の区別なく、同様に、

Y1 の労務管理の下で業務に就いていた

といえる。」とし、A の勤務実態から「A
は Y1 の労務管理のもとで業務に就いて

いたといえる。」とし、「Y1 は A に対

し、従事させる業務を定めて、これを管

理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や

心理的負担等が過度に蓄積して A の心

身の健康を損なわないよう注意する義

務を負担していたといえる。」として

Y1 が安全配慮義務を負うことを認めた。 
 また、「労働者が死亡している事案に

おいて、使用者側が労働者の健康状態の

悪化を認識していない場合、気づかなか

ったから予見できないとは直ちにいえ

ないのであって、死亡について業務起因

性が認められる以上、労働者の健康状態

の悪化を認識していたか、あるいは、そ

れを認識していなかった（認識していた

事実が証拠上的確に認められない。）と

しても、その健康状態の悪化を容易に認

識しえたような場合には、結果の予見可

能性を肯定してよいと解するのが相当

である。」として、Y1 が定期健康診断

のほかに何らかの措置を講じた事実が

認められず Y1 の安全配慮義務違反を認

めた。 
②Y2 

「Y2 は Y1 から、自社の社員である A
の就労状況について月ごとに報告を受

けてこれを把握していたこと、Y2 熊谷

営業所の担当者が、週に 1 回程度、A と

面談していること等に照らすと、その業

務による疲労や心理的負担等が過度に

蓄積して A の心身の健康を損なうこと

がないよう注意する義務を負担してい

たということができ」るとし、Y2 が安

全配慮義務を負うことを認め、「Y2 は A
の健康診断の費用は負担するものの、A
の労働時間の管理については、月末に

Y1 からの労働時間の報告を受けて初め

て当月の A の労働時間を把握しており、

Y1 の派遣元会社・請負会社に対する窓

口業務担当者と打ち合わせをし、週に 1
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回程度、A と面談しているだけに過ぎな

かったのである」ことから、Y2 の安全

配慮義務違反を認めた。 
 以上により、Y1、Y2 に対し、連帯して X 
に損害賠償金を支払うよう命じた。賠償額

は過失相殺を認め 7 割とされた。 
 双方とも控訴し、東京高裁で 1 審の賠償

額を上回る判決が出され（2009（平成 21）
年７月 28 日）、被告が上告したが最高裁は

上告を棄却した（2011（平成 23）年 9 月

30 日）。 
（（３３）） 判判例例かからら得得らられれるる示示唆唆  
 直接の雇用関係になくとも安全配慮義務

を負うのは過労死等においても同様である。

本件は昼夜交替制やクリーンルーム内での

作業等により身体的精神的負担が認められ

ているが、それとは別に、外部からの就労

者であるから弱い立場にあり、言いたいこ

とも言えず、正社員が引き受けないような

嫌な仕事や時間外労働・休日労働を余儀な

くされた旨を原告は主張していた。判決は

その事実は認定しなかったが、解雇の不安

から通常以上の精神的負担を被っていたと

いえるとした。 
本件について濱口桂一郎は、業務請負の

場合の労災補償責任と民事上の安全配慮義

務について分析している。すなわち、労災

補償責任は事業者責任であり、本件は Y2
にある。派遣労働者の場合、派遣元が労災

補償責任を負うため、やはり Y2 である。

一方、工場法の災害扶助責任は工業主が直

接雇傭する職工か外部からの職工かによら

ず「工業主」にあり、本件でいえば Y1 が

相当する。しかし旧労基法第 87 条で請負の

場合の災害補償責任を元請負人としたが、

その後建設業に限られたため、製造業の場

合は社外工と直接雇用関係にない発注企業

に対し、労災補償責任を求めることができ

なくなったため、民事上の安全配慮義務を

追及せざるを得なくなったという 48。 
現実に働く生身の人間の労働災害を防止

するため、安衛法では派遣先にも安衛法上

の事業者としての措置義務を課している。

安全管理体制の構築や就業制限、機械によ

る災害防止、健康診断の実施等は派遣先に

（も）措置義務があり、労働災害が発生し

たら労働者死傷病報告の届出義務は派遣先、

派遣元双方に課せられている。しかし労災

補償責任は派遣元にしかない。このように、

労働者派遣や業務請負等、社外工の安全衛

生においては予防と補償にずれがあるとい

える。 
６６．．４４  国国分分川川分分水水路路トトンンネネルル水水没没事事故故（（業業

務務上上過過失失致致死死事事件件））（（平平 1100・・44・・2277 東東京京高高

裁裁判判決決 4499）） 

 河川工事の発注者が緊急時に適切な措置

を講じず、施工業者の労働者が濁流に飲み

込まれ死亡し、発注者の現場責任者が業務

上過失致死罪で有罪となったもの。 
被告人：千葉県（発注者）河川事務所建設

課長 
罪名：業務上過失致死 
（（１１）） 事事件件のの概概要要  
  千葉県は A 川下流域の洪水防止のための

分水路建設を進めており、分水路の一部の

約 2,500 メートルのトンネル建設工事を 3
つの区間に分けて建設業者に発注した。そ

のうち、中流区間を B1建設、上流部の水門

建設を C1建設が請け負った。千葉県は分水

路建設工事の監督等の業務のため、同県土

木部の出先事務所である D 事務所を設けて

いた。 
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 9 月 19 日から台風が接近しており、朝か

ら雨が降り続き、千葉県土木部河川課から

水防指令が出され、D 事務所においても水

防パトロールに当たり、被告人も同日午後

にパトロールに出かけ、水門工事現場付近

を見回った。その後、雨の勢いが強くなり

C1 建設の現場事務所にいた C2 から被告人

に電話で「用水路から水が入りオーバーフ

ローしてきた。水の勢いが強くて止められ

そうにありません」旨の連絡があり、被告

人は B1 建設の現場事務所にいる現場代理

人の B2に電話で「上流の水門工事現場の方

が土嚢を積んでせき止めている。」旨連絡

した。その後被告人は B2に電話で「今後は

C1 建設と直接連絡を取り合ってほしい。ま

だ、大丈夫ですから、切羽の吹付をしてく

ださい。」と連絡した。その後、トンネル

坑口に設けた仮締切が決壊し、坑内に水が

流れ込み、その濁流に飲み込まれるなどし

て、トンネル内にいた B1建設の労働者及び

その下請企業の労働者 7 名が死亡したため、

被告人が業務上過失致死罪で起訴された。

（図 9） 
 原判決は被告人の監督責任などを認め、

禁固 2 年の実刑としたが、被告人は、発注

者の監督責任の有無及びその程度などつい

て不服とし控訴した。  
（（２２）） 判判決決（（破破棄棄自自判判））  
まず、請負者に対する発注者の監督権限

について「本件請負契約書において認めら

れている、監督員を介するなどして行われ

る発注者の請負者に対する監督権限は、対

象が広範囲にわたり、工事施工のためばか

りでなく、安全確保や災害防止のための権

限も含まれているのであり、本請負契約に

おいては、発注者に対象が広範囲にわたる

監督権限が認められているといえる。」と

して監督権限を認めた。 
 次に、その場合、発注者はいかなる立場

でどのような責任を負うのかについて以下

のように判示した。 
 「（本請負契約では）工法等の工事施工

の方法の選択権が請負者にあることを定め

て、請負者の自主施工の基本を明らかにし

ており、それは、工事施工の手段・方法の

選択が請負者に委ねられるとともに、工事

施工の責任が請負者にあることを意味する

のであり、……工事施工上の安全確保や災

害防止に関しては、請負者が第一次的に直

接の責任を負うといえるのであり、発注者

は、……請負者自身が行う対策や措置の不

備・不足を是正させるため監督すべき二次

的責任があるというべきである。しかし、

発注者は、工事施工上の安全確保や災害防

止に関して、直接責任を負うことなく、常

に二次的な監督責任しか負わないとはいえ

ない。（中略）発注者……が自ら工事施工

のための場所、施設、機械器具等を提供し

ているときは、その設置・管理に当たって、

工事施工上の安全の確保に配慮すべき義務

を負うものと解せられる。（中略）そして、

このように発注者において安全配慮義務を

負う場合、その具体的内容は、発注者の設

置・管理支配する対象及び予測される危険

など、当該安全配慮義務が問題となる具体

的状況によって決まるといえる。そこで、

本件請負契約の状況をみると、仮締切は、

トンネル内での工事の施工の安全確保や災

害防止のため発注者において設置し、管理

支配も、トンネル内で工事を行う請負者に

委ねられることなく、発注者において行っ

ていたと認められるのである。そうすると、
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発注者が、仮締切の設置・管理に当たって、

工事施工上の安全確保に配慮すべき義務を

有し、具体的状況として仮締切の決壊の危

険があったのであるから、その結果委によ

る大量の水の流入による溺死等の危険から

免れさせるため、トンネル内で作業をする

作業員らを緊急避難させる措置をとるべき

義務（以下、「緊急避難措置義務」という。）

が、発注者にあったものと認められる。（中

略）なお、この義務の履行方法は、個々の

具体的状況によって異なるというべきで、

請負者の現場管理人に退避措置をとるよう

連絡・指示する、あるいは現場作業員に直

接退避するよう連絡・指示するなどが考え

られる。」 
 以上のように発注者に具体的な措置義務

を認めた。一方、実刑とした原判決は量刑

が重すぎるとし、執行猶予付きの禁固 2 年

とした。（その後被告人は最高裁に上告し

たが棄却された（平 13・2・7 最高裁第二小

法廷決定））。 
（（３３）） 判判例例かからら得得らられれるる示示唆唆  
 本件は刑法における業務上過失致死事件

であり、安衛法違反に直接言及したもので

はないが、建設業における発注者の刑事責

任について参考になる内容が含まれている。 
 判決によると、一般的に施工上の安全確

保について発注者の責任は請負者自身の措

置の不備等を是正させる「二次的監督責任」

であるが、常に二次的監督責任しか負わな

いというわけではく、発注者が「自ら工事

施工のための場所、施設、機械器具等を提

供しているときは、その設置・管理に当た

って、工事施工上の安全の確保に配慮すべ

き義務を負う」。その義務の内容は具体的

状況によって決まり、本件では「緊急避難

措置義務」を負うとされた。 
 本件では中央建設業審議会が作成した

「公共工事標準請負契約約款」（＜２．３．

３＞参照）を B1 建設との契約で採用し、

監督員を常駐させている。仮に発注者の従

業員が現場に常駐していない場合、災害発

生の予見可能性が認められにくく、常駐し

ていた場合に比べ刑事責任は負いにくいの

ではないかと思われる（＜６．２＞も参照）。

また、安衛法と異なり業務上過失致死罪に

は両罰規定がないため、本件では実行行為

者のみが罰せられているが、本質的には労

働災害であるのに責任を負わされるのが個

人のみであれば、安衛法の責任主体を利益

の帰属主体である「事業者」と定めた趣旨

が没却してしまうおそれがある。そのため、

業務上過失致死傷罪への両罰規定の導入も

議論されている 50。 
 安衛法では緊急時の退避措置は第 25 条

で事業者に課せられた義務であり、発注者、

注文者にはそのような義務はない。第 25 条

の 2 では事業者に対して救護時の二次災害

防止措置義務が規定されており、第 30 条の

3 により元方事業者が請負人の労働者に関

して同措置義務を負っているが、第 25 条の

2 は救護義務自体について規定したもので

はない 51。しかし本判決によると、契約内

容や作業の実態によっては発注者、注文者

であっても刑法上「緊急避難措置義務」を

負い得る。  
６６．．５５  建建設設アアススベベスストト訴訴訟訟最最高高裁裁判判決決（（令令

33・・55・・1177 最最高高裁裁判判決決 5522）） 

 建設現場で作業に従事していた一人親方

等の非労働者の労働災害について、事業者

に防止措置義務を課す規制権限を国が行使
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しなかったことは違法であるとして国の国

家賠償責任を認めたもの。 
原告：建設作業に従事していた一人親方等 
被告：国、建材メーカー等 
（（１１）） 事事件件のの概概要要  
  建設作業に従事していた原告らが石綿

（アスベスト）粉じんにばく露し、石綿肺、

肺がん、中飛種痘の石綿関連疾患にり患し

た。原告らが石綿にばく露したのは、国が

適切な規制権限を行使しなかったこと、石

綿の建材メーカーが石綿含有建材から生ず

る粉じんにばく露すると石綿関連疾患にり

患する危険があることを十分通知しなかっ

たこと、などの理由から、原告らが国及び

石綿建材メーカーを訴えたもの。 
 原審では国が規制権限を行使しなかった

のは国家賠償法上違法であり、建材メーカ

ーが石綿の危険性を通知しなかったのは違

法であるとして原告の請求を一部認めたた

め、原告らと被告らの双方が上告した。  
（（２２）） 判判決決（（一一部部差差戻戻、、一一部部破破棄棄自自判判））  
  「安衛法第 1 条において、職場における

労働者の安全と健康を確保すること等を目

的として規定しており、安衛法の主たる目

的が労働者の保護にあることは明らかであ

るが、同条は、快適な職場環境（平成 4 年

法律第 55 号による改正前は「作業環境」）

の形成を促進することをも目的に掲げてい

るのであるから、……安衛法 57 条が労働者

に該当しない者を当然に保護の対象外とし

ているとは解し難い。 
 また、本件掲示義務規定は、特別管理物

質を取り扱う作業場という場所に着目した

規制であり、その場所において危険にさら

される者が労働者に限られないこと等を考

慮すると、特別管理物質を取り扱う作業場

における掲示を義務付けることにより、そ

の場所で作業する者であって労働者に該当

しない者も保護する趣旨のものと解するの

が相当である。」（下線筆者）とし、労働

大臣が省令制定権限を行使しなかったこと

は労働者に該当しない者との関係において

も国賠法上違法であると判示した。  
（（３３）） 判判例例かからら得得らられれるる示示唆唆  
＜６．１＞及び＜６．２＞の事件ではあ

くまで下請企業（請負人）の「労働者」と

の関係で安全配慮義務を判断したものであ

るが、本判決によると「職場」で働く者あ

れば労働者であるか否かを問わず保護対象

となり得るのであり、ある意味工場法の考

え方に戻ったとも言える。今後は、かつて

元方事業者規制における「一の場所」とは

どこまでなのかという議論があったのと同

様に、「職場」とはどこまでを指すのかと

いう議論が出てくることが予想される。そ

の際は規制の趣旨や目的と照らし合わせて、

元方事業者規制の「一の場所」と同様に目

的論的に決定されるであろう。例えば機械

の危険防止とハラスメント防止では「職場」

の範囲が異なって当然である 53。 

 本判決を受け、厚労省は安衛法第 22条の

関連省令を改正し、令和 4年 4月 15日に公

布した（令和 5 年 4 月 1 日施行）。なお、

これは「事業者」の責任が追加されたもの

であり、発注者等が新たに名宛人に追加さ

れたわけではないため、事業者の定義に該

当しない者（例えば労働者が作業場所で作

業しておらず全て下請に出している場合や、

全員が役員のような団体）が請負人に発注

している場合は「注文者」となるため当該

義務が課せられないことになる。また、現

行の第 31 条では設備等を使用させるとき
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の注文者の義務を規定しており、石綿関連

の省令を作ることができない。そのため、

「注文者」の在り方について別途検討する

こととされている 54。  
 
７７  関関連連法法令令等等 
７７．．１１  建建設設業業法法（（昭昭和和 2244 年年法法律律 110000 号号））  

建設業法における発注者などの名宛人の

定義は表 9 のとおりであるが、国土交通省

不動産・建設経済局建設業課が定めた「発

注者・受注者間における建設業法令遵守ガ

イドライン」（2021（令和 3）年 3 月）で

は「個人が発注する工事で専ら自ら利用す

る住宅や施設を目的物とするものに関する

取引は含まない」とされている。  
建設業法では、元請負人が特定建設業者

である場合、下請負人に対し、建設工事に

関する法令に違反しないよう指導しなけれ

ばならず（第 24 条の 7）、「法令」には安

衛法第 98 条第 1 項、労基法第 24 条等が含

まれる（建設業法施行令第 7 条の 3）。ま

た、下請負人が労働者に対する賃金の支払

いを遅滞した場合、国土交通大臣又は都道

府県知事は元請負人に対し、賃金相当額の

立替払いを勧告することができる（第 41
条）。さらに「注文者」に対し、不当に低

い請負代金（「通常必要と認められる原価

に満たない金額」）での請負の禁止（第 19
条の 3）、不当な使用資材等の購入強制の

禁止（第 19 条の 4）、著しく短い工期の禁

止（第 19 条の 5）を義務付け、「発注者」

が第 19 条の 3 から第 19 条の 5 に違反した

場合には国土交通大臣又は都道府県知事が

発注者に対して勧告することができる（第

19 条の 6）。 

７７．．２２  建建設設工工事事従従事事者者のの安安全全及及びび健健康康のの

確確保保のの推推進進にに関関すするる法法律律（（平平成成 2288  年年法法律律

第第 111111  号号）） 
 一人親方を含めた建設工事従事者の安全

及び健康を確保するための基本法であり、

過労死等防止対策推進法と同様、何らかの

権利義務関係を定めたものではないが、安

全衛生経費の確保や一人親方問題への対処

等がなされるよう、特に手厚い対策を国及

び都道府県等に求めている。 
 同法に基づき、政府は「建設工事従事者

の安全及び健康の確保に関する基本的な計

画」（以下「基本計画」という。）を 2017
（平成 29）年 6 月 9 日に閣議決定した。同

計画では、「一人親方等に仕事を注文する

立場の建設業者による一人親方等の安全及

び健康への配慮を促進する」とされている。 
 同法の基本的施策の中に「建設工事の請

負契約における経費の適切かつ明確な積算

等」があり、基本計画において安全衛生経

費は建設業法第 19 条の 3 の「通常必要と認

められる原価」に含まれるとされており、

厚生労働省は「安全衛生経費確保のための

ガイドブック」を作成している（表 10 参照）。 
７７．．３３  職職業業安安定定法法（（昭昭和和 2222 年年 1111 月月 3300
日日法法律律第第 114411 号号））  
 戦前の労働者供給事業は労働ボスの強権

的な支配や劣悪な労働環境など多くの問題

があったため、戦後、労基法第 6 条で中間

搾取を禁止するとともに、職業安定法第 44
条で労働者供給事業を原則禁止した。一方、

労働者供給ではない請負は禁止されなかっ

たため、労働者供給ではない請負には労基

法が適用されなくなった。工場法では雇用

関係にない職工も工業主の措置対象とされ

ていたのに対し、労基法では雇用関係にな
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い社外工は使用者の措置対象とはならなく

なった（＜３．２＞参照）。 
 1985（昭和 60）年に労働者派遣法が成立

しても基本的には同様である。労働者派遣

であれば派遣先にも労基法、安衛法が一部

適用されるのに対し、労働者派遣ではない

請負であれば就労先の事業主は労基法、安

衛法の責任を負うことはない（ただし請負

人に労働者がいる場合は元方事業者として

の責任が生じ得る）。 
７７．．４４  労労働働者者派派遣遣事事業業のの適適正正なな運運営営のの確確

保保及及びび派派遣遣労労働働者者のの保保護護等等にに関関すするる法法律律

（（昭昭和和 6600 年年法法律律第第 8888 号号））  
 1985（昭和 60）年に派遣法が成立した当

初は製造業への労働者派遣は禁止されてい

たが、1999（平成 11）年の改正で可能とな

り、2007（平成 19）年改正で派遣期間が 3
年間に延長された。現在も労働者派遣が禁

止されているのは港湾運送業務、建設業務、

病院・診療所での医療業務、警備業務など

である。 
 第 45 条で派遣先、派遣元に対する安衛法

の適用を定めており、労基法の災害補償責

任は派遣元が負うが、労働者死傷病報告は

派遣先、派遣元の双方が提出する必要があ

る。民事責任である安全配慮義務について

も雇用主（派遣元）だけではなく実際に使

用する派遣先にも及ぶが、労災補償責任は

派遣元のみにある（＜６．３＞参照）。 
 建設業では一部の業務を除いて労働者派

遣は禁止されているが、2005（平成 17）年

の建設労働者の雇用の改善等に関する法律

（建設雇用改善法）の改正によって「建設

業務労働者就業機会確保事業」として一定

の条件のもと解禁された。ただし、災害補

償責任を負うのは派遣元（送出事業主）で

はなく、建設業における元請一括適用の観

点から、送出事業主を派遣先（受入事業主）

の下請企業とみなし、元請事業主が適用事

業主となる 55。 
 労働者派遣と請負の区別に関し、「労働

者派遣事業と請負により行われる事業との

区分に関する基準」（昭和 61年労働省告示

第 37号）において、「適正な請負」のため

には下請企業が「労働者の服務上の規律に

関する事項についての指示その他の管理を

自ら行うこと」が必要であるとしながらも、

「安全衛生、機密の保持等を目的とする等

の合理的な理由に基づいて相手方が労働者

の服務上の規律に関与することがあっても、

直ちに当該要件に該当しないと判断される

ものではない」と解されている。しかし、

安全衛生上の指示と労務管理上の指揮監督

を明確に区別することが果たして可能なの

かは疑問である（＜６．２＞参照）。 
７７．．５５  大大気気汚汚染染防防止止法法（（昭昭和和 4433年年法法律律第第

9977号号））  

 石綿が吹き付けられている建物の解体工

事などの一定の工事の発注者は、作業開始

の 14 日前までに発注者の氏名や工事の場

所等を都道府県知事へ届け出る必要がある

（第 18 条の 17）。本条には罰則が設けら

れており、2017（平成 29）年に、大阪府堺

市が発注した解体工事で、市が関係機関へ

事前に届け出をしていなかったことについ

て市職員と法人としての市が書類送検され

た例がある。本法における届け出は都道府

県知事あてであるが、堺市は政令指定都市

であるため発注部署は市の別の担当部署へ

届け出る必要があった。 

７７．．６６  廃廃棄棄物物のの処処理理及及びび清清掃掃にに関関すするる法法

律律（（昭昭和和 4455年年法法律律第第 113377号号））  
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 事業者は事業活動に伴って生じた廃棄物

を自らの責任で処理しなければならないが、

建設業では元請業者がその責任を負う（第

21 条の 3）。分離発注の場合はそれぞれの

工事の元請業者が排出事業者となる。 

 建設工事の発注者の責任として①建設工

事を行う以前からの廃棄物（例えば、解体

予定建築物中に残置された家具等の廃棄

物）を適正に処理すること、②元請業者に

行わせる事項については、設計図書に明示

すること、③企画、設計段階において、建

設廃棄物に関して建設廃棄物の発生抑制等

を積極的に推進すること、④積算上の取扱

いにおいて適正な建設廃棄物の処理費を計

上すること、⑤元請業者より、建設廃棄物

の処理方法を記載した廃棄物処理計画書の

提出をさせること、⑥工事中は建設廃棄物

の処理が適正に行われているか注意を払う

こと、⑦工事が終わった時は元請業者に報

告させ、建設廃棄物が適正に処理されたこ

とを確認し、また、建設廃棄物が放置され

ていないか注意を払うこと、⑧コンクリー

ト、木材等の特定の建設資材を用いた建築

物の解体工事等を発注する場合には、分別

解体の計画等を都道府県知事に届け出るな

ど建設工事に係る資材の再資源化等に関す

る法律に従うことがあげられている 56。 

７７．．７７  貨貨物物自自動動車車運運送送事事業業法法（（平平成成元元年年

法法律律第第 8833号号））  
トラック運送事業者に過積載運行や過労

運転防止措置義務違反等の法令違反行為が

あったとき、荷主へ協力を要請した上で当

該違反行為に荷主が関与しているかの調査

が行われ、法令違反に荷主の指示等の主体

的な関与が認められれば国土交通大臣から

荷主に対して当該違反行為の再発の防止を

図るため適当な措置を執るべきことを「勧

告」することができ（第 64 条第 1 項）、当

該勧告を行った場合はその旨を公表するこ

ととされている（第 64 条第 3 項）。 
 また、法令違反に関し、主体的ではない

が荷主の関与が認められた場合は国土交通

大臣から荷主に対して「警告」が行われ、3
年以内に同様の事案が再発した場合は上記

の「勧告」が行われる 57。 
７７．．８８  労労働働災災害害防防止止計計画画  

安衛法成立前の新産業災害防止総合 5 ヵ

年計画」（第 2 次労働災害防止計画）（計

画期間：1963（昭和 38）年度～1967（昭

和 42）年度）では、「同一事業場内等で多

数の事業場が当該事業場の関連作業を行う

場合においては、発注者、元方事業者、下

請業者等の協力のもとに全体を総合する安

全管理の推進がはかられるよう留意するこ

と」とされた。 
 安衛法成立後、第 5 次労働災害防止計画

（計画期間：1978（昭和 53）年度～1982
（昭和 57）年度）で「建設業、鉄鋼業、造

船業、自動車製造業、電気機械器具製造業

等においては、下請系列下にある中小企業

の事業場が多いことに対応し、発注者及び

元方事業場に対し、下請系列下にある事業

場を含めた総合安全衛生管理を推進させる

とともに、発注条件の適正化、安全衛生措

置についての指導援助の諸対策を行わせ

る」とされ、初めて具体的な業種に言及し

た。 
 以後、災防計画には発注者に係る規定が

盛り込まれており、第 12 次労働災害防止計

画（計画期間：2013（平成 25）年度～2017
（平成 29）年度）においては「計画のねら

い」の項目において、特に業種を限定する
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ことなく労働災害防止のためには発注者を

含めた全ての関係者が責任ある行動を取る

ような社会を目指すべきとされた。具体的

には「発注者、製造者、施設等の管理者に

よる取組強化」の項目の中で「外部委託に

よって安全衛生上の配慮義務や責任を逃れ

たり、過度に安価な発注を行って、受注者

が必要な安全衛生対策のための経費を計上

できないような状況が発生しないよう、建

設業以外についても、発注者による取組を

強化する」とされた（下線筆者）。また、

「労働者のみ守ればよいという考え方では

なく、……労働者以外の人的・社会的被害

を防ぐという観点も考慮することとし、他

省庁の施策との一層の連携を図る」とも記

載されていた（下線筆者）。12 次防におい

て示されているのは他省庁との連携を進め

る程度の認識であり、国賠責任を負うほど

の事態を想定していたわけではないだろう

が、建設アスベスト訴訟最高裁判決で判示

された事項をすでに国自身が宣言していた

とも言える。 
 第 13 次労働災害防止計画（計画期間：

2018（平成 30）年度～2022（令和 4）年度）

においては、発注者の責任として明記され

たのが解体工事における石綿ばく露防止措

置などに限られており、12 次防よりやや後

退した感がある。13 次防策定時には「雇用

類似の働き方」の議論が盛んであったこと

もあり、13 次防では「個人請負等の労働者

の範疇に入らない者への対応」が項目建て

されるなど、近年は名宛人（措置義務者）

よりも保護対象の議論にシフトしていると

言える。 
７７．．９９  過過労労死死等等のの防防止止ののたためめのの対対策策にに関関

すするる大大綱綱  

「過労死等の防止のための対策に関する

大綱」（2021（令和 3）年 7 月 30 日閣議決

定）では、「商慣行・勤務環境等を踏まえ

た取組の推進」の中で「長時間労働が生じ

ている背景には、個々の事業主が労働時間

短縮の措置を講じても、顧客や発注者から

の発注等取引上の都合により、その措置が

円滑に進まない等、様々な取引上の制約が

存在する場合がある。このため、業種・業

態の特性に応じて発注条件・発注内容の適

正化を促進する等、取引関係者に対する啓

発・働きかけを行う。」とされている。こ

れは安衛法第 3 条第 3 項の配慮義務に関連

して、建設業に限らず全ての業種の注文者

に長時間労働対策に関する配慮を働きかけ

ているものであると考えられる。 
 
ＤＤ．．考考察察及及びびＥＥ．．結結論論 

本稿では安衛法における発注者等の責任

について総論的に検討した。 

 歴史的にみると、発注者等の責任は①雇

用・請負に関係なく工業主に責任がある（工

場法）、②雇用でなければ請負であり、請

負であれば使用者に責任はない（旧労基法）、

③請負人の労働者に対する元方事業者責任

（災防法）、④請負規制の拡充・明確化（安

衛法）という流れがあり、その中で職業安

定法や労働者派遣法などの労働市場法が関

わっている。安衛法を労基法から切り離し

て単独立法を行う理由の一つに請負規制が

あったのはみたとおりである（＜３．６＞

参照）。 

 しかし、工場法とそれ以降で決定的に異

なるのは、発注者等は仕事を請け負わせて

いる請負人の保護責任を（安衛法上は）負

わないということである。安衛法の発注者
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等の責任はあくまで「請負人の労働者」の

保護のためであり、請負人の安全と健康は

請負人自身で確保する必要がある。例えば

一人親方が高所作業をする場合は第 31 条

の注文者は墜落防止措置義務を負わず、作

業の実態から「事実上の労働者」とみなす

ことで初めて「使用者（事業者）としての

責任」を負う。 

各種判例では発注者の民事責任（安全配

慮義務）について、事実上雇用関係と同視

し得るかで判断している。言い換えれば「発

注者という名目でも使用者と同視できるの

はいかなる場合か」の問題のように思える。

一方、建設アスベスト訴訟最高裁判決では

「快適職場」の対象は労働者以外も含むと

判示し、「請負人の労働者」のみならず「請

負人」自身をも保護対象とすることがあり

得ることを示し、使用者責任だけではなく

「場の管理者」責任を認め、ある意味工場

法の考え方に戻ったともいえる（＜６．５

＞参照）。 

 刑事責任については発注者が発注者の立

場のまま有罪とされているが（＜６．４＞

参照）、本件では業務上過失致死罪である

ため両罰規定の適用がなかった。ある産業

災害について、安衛法では刑事責任を問え

ないが業務上過失致死傷罪は適用する場合、

本質的には労働災害であるのに責任を取ら

されるのが実行行為者の個人のみであると

いうのは、安衛法の責任主体を利益の帰属

主体である「事業者」と定めた趣旨が没却

してしまうおそれがある。 

 行政上の責任として、直接の雇用関係に

ない労働者の労災補償責任を負うのは建設

業の元請負人だけであり、他の業種の発注

企業や派遣先企業は労災補償責任を負わな

い（＜６．３＞参照）。また、行政指導に

ついては施工業者の安衛法違反の有無を問

わず発注者に対して労働基準監督署から指

導や要請が行われることがある（＜５．２

＞参照）。 

 また、労働災害は事故（accident）によ

るものだけではなく、疾病（desease）もあ

り、脳心臓疾患や精神障害などの過労死等

も含まれる。現状、過労死等防止対策とし

ては労基法第 32 条、第 36 条等があり、安

衛法では健康診断（第 66条）や医師による

面接指導（第 66条の 8）等があるが、すべ

て使用者・事業者の義務であり、発注者等

には第 3 条第 3 項程度で、規制は皆無とい

ってよい。 

 今後、IT技術の発展等により雇用されず

に就労する者が増加することが予想される

が、労働者と自営業者の二者択一では現代

の就労環境のグラデーションを捉えられず、

保護すべき対象を取りこぼすおそれがある。

そのため、「雇用類似の働き方」に関する

議論やフリーランスの就労環境のためのガ

イドラインの策定などが行われた。一方、

措置義務者についても使用者・事業者と発

注者の二者択一ではその間のグラデーショ

ンを捉えきれず本来措置を講ずべき者を取

りこぼすおそれがある。したがって、労働

者以外の就労者を保護するためには、労働

者性とは別の、措置義務者からのアプロー

チも必要ではないかと思われる。 

 その他、発注者等による労働災害防止を

図るには経済法によるサプライチェーン全

体での安全対策も必要となってくると思わ

れる。安衛法では取引そのものに係る規制

は第 3 条第 3 項くらいしかないが、短納期

や低報酬での発注は間接的に労働災害を発
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生させる要因になると考えられ、建設業法

では第 19 条の 3 等で規制している。今後、

業種にかかわらず取引関係に係る何らかの

措置を講じるのであれば、法規制を設ける

のかガイドラインを定めるのか、法規制を

設ける場合は事業者概念を拡張するのか新

たな名宛人を追加するのか、あるいは新た

な措置義務を追加するのか等、様々な方法

が考えられる。 

 

Ｆ．研究発表 
1．論文発表 
  なし。 
2．学会発表 

   なし。 
 
Ｇ．知的所有権の取得状況 

1．特許取得 
   該当せず。 

 
2．実用新案登録 

   該当せず。 

 
3．その他 

   該当せず。 
 
Ｈ．引用文献 
   本文脚注を参照されたい。 
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図図表表ががああるる場場合合はは、、ここれれ以以降降にに番番号号順順にに貼貼りり付付けけ（（１１段段組組）） 
 

表表  11：：安安衛衛法法上上のの定定義義 5588  

名宛人 定義 

注文者 仕事を他の者に注文している者（安衛法上は定義なし 59） 

発注者 注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者（第 30条

第 1項） 

事業者 事業を行う者で、労働者を使用するもの（第 2条第 3号） 

元 方 事

業者 

一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせている事業者の

うち最先次の請負契約の注文者（第 15条第 1項） 

特 定 元

方 事 業

者 

建設業その他政令で定める業種（＝造船業）に属する事業を行う元方事業者（第

15条第 1項） 

元 請 負

人 

請負人のうち最先次のもの。建設業の場合、元方事業者と同一になることが多

い。（安衛法上は定義なし） 

関 係 請

負人 

元方事業者から仕事を請け負った請負人および当該請負人の請負契約の後次の

すべての請負契約の当事者である請負人（第 15条第 1項） 
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図図  11：：安安衛衛法法のの名名宛宛人人のの範範囲囲ののイイメメーージジ（（労労働働新新聞聞社社『『安安衛衛法法令令ダダイイジジェェスストト  改改訂訂第第 77
版版』』ををももととにに筆筆者者作作成成））  

 
 
表表  22：：発発注注者者等等にに課課せせらられれたた安安衛衛法法のの義義務務  
注文者 

関係条文 措置内容 関係省令 自ら仕事

を行う者

のみ 

罰則 

第 3 条 

第 3項 

契約内容を適正なもの

とするよう配慮する義

務 

【コンプライアンス】 

なし × × 

第 31 条 

第 1項 

 

建設物等を請負人の労

働者に使用させるとき

の労働災害防止のため

以下の措置（例） 

措置例 

安衛則第 644条 

安衛則第 645条 

安衛則第 646条 

安衛則第 647条 

安衛則第 648条 

〇 〇 
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・くい打機等の機械を

基準に適合するものと

しなければならない 

・潜函等について、早

期設備を設けなければ

ならない 

・作業床の開口部等に

囲い等を設けなければ

ならない 

【設備等管理】 

安衛則第 649条第 1項、第 2項 

安衛則第 650条 

安衛則第 651条第 1項、第 2項 

安衛則第 652条 

安衛則第 653条第 1項、第 2項 

安衛則第 654条 

安衛則第 655条第 1項、第 2項 

安衛則第 655条の 2第 1項、第 2項 

安衛則第 656条 

安衛則第 657条 

安衛則第 658条 

安衛則第 659条 

安衛則第 660条 

安衛則第 661条 

安衛則第 662条 

第 31 条の

2 

 

化学設備等の作業の仕

事に係る請負人の労働

者の労働災害防止のた

め、作業に係る危険性

及び有害性等の文書の

交付の措置 

【情報提供】 

安衛則第 662条の 4 × 〇 

第 31 条の

3 第 1 項

（「又は」

以降） 

 

特定作業に従事するす

べての労働者の労働災

害防止のため、移動式

クレーン等の作業に係

る連絡及び調整等の措

置 

【作業の調整】 

安衛則第 662条の 6 

安衛則第 662条の 7 

安衛則第 662条の 8 

〇 × 

第 31 条の

4 

違法な指示の禁止 

【コンプライアンス】 

なし × × 

（第 98 条 

第 1項） 

（使用停止命令等） ― 〇（第 31

条の 2 に

係るもの

は×） 

〇 

（第 98 条 （第 1 項の場合、当該 ― 〇（第 31 × 
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第 4項） 仕事の注文者に対する

都道府県労働局長又は

労働基準監督署長によ

る勧告又は要請） 

条の 2 に

係るもの

は×） 

 

発注者 

関係条文 措置内容 関係省令 自ら仕事

を行う者

のみ 

罰則 

第 30 条 

第 2項 

第 30条第 1項の措置を

講ずべき者の指名 

【安全管理体制】 

安衛則第 643条第 1項、第 2項 × × 

第 30 条 

第 2項（第

30 条の 2

第 2 項に

よる準用） 

第 30条第 1項の措置を

講ずべき者の指名 

【安全管理体制】 

安衛則第 643 条の 7（安衛則第 643

条第 1項、第 2項の準用） 

× × 

第 30 条 

第 2項（第

30 条の 3

第 2 項に

よる準用） 

第 25条の 2第 1項の措

置を講ずべき者の指名 

【安全管理体制】 

安衛則第 643 条の 8（安衛則第 643

条第 1項、第 2項の準用） 

× × 

第 31 条の

3 第 1 項

（「又は」

以降除く） 

特定作業に従事するす

べての労働者の労働災

害防止のため、移動式

クレーン等の作業に係

る連絡及び調整等の措

置 

【作業の調整】 

安衛則第 662条の 6  

安衛則第 662条の 7 

安衛則第 662条の 8 

〇 × 

第 88 条 

第 2項、第

3 項、第 4

項（第 5

項の規定

による場

合） 

計画の届出等 

【報告】 

安衛則第 91条 

安衛則第 92条 

〇 〇 
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（第 88 条 

第 7項） 

（第 6 項の計画届の変

更命令等をした場合に

必要に応じて発注者に

対する厚生労働大臣又

は労働基準監督署長に

よる勧告又は要請） 

― × × 

なし 石綿の使用状況等の通

知 

【情報提供】 

石綿則第 8条第 1項、第 2項 × × 

 

元方事業者 

関係条文 措置内容 関係省令 自ら仕事

を行う者

のみ 

罰則 

第15条の

3 第1項 

店社安全管理者の選任

【安全管理体制】 

安衛則第 3条（則 20条による準用） 〇 × 

第25条の

2 第 1 項

（法第 30

条の 3 第

1 項の規

定 に よ

る） 

爆発、火災等に伴う救

護に関する措置が取ら

れた場合の労働災害防

止措置 

【作業の調整】 

安衛則第 24条の 3 

安衛則第 24条の 4 

安衛則第 24条の 5 

安衛則第 24条の 6 

〇 〇 

第25条の

2 第 2 項

（法第 30

条の 3 第

5 項によ

る準用） 

技術的事項を管理する

者の選任 

【安全管理体制】 

安衛則第 24条の 7（則 643 条の 9に

よる準用） 

安衛則第 24条の 9（則 643 条の 9に

よる準用） 

〇 〇 

第 29 条 

第 1 項、

第 2項 

関係請負人及び関係請

負人の労働者に対する

指導等 

【指導】 

なし 〇 × 

第29条の

2 

土砂崩壊等の場所で関

係請負人の労働者が作

業するとき、関係請負

なし 〇 × 
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人の危険防止措置のた

め指導等必要な措置 

【指導】【作業の調整】 

第30条の

2 第1項 

労働者及び関係請負人

の労働者の作業が同一

の場所で行われること

によって生じる労働災

害の防止措置 

【作業の調整】 

安衛則第 636 条第 1 項、第 2 項（則

643条の 2による準用） 

安衛則第 639 条第 1 項、第 2 項（則

643条の 3による準用） 

安衛則第 641 条第 1 項、第 2 項（則

643条の 5による準用） 

安衛則第 643条の 4第 1項 

安衛則第 643条の 6第 1項、第 2項、

第 3項 

〇 〇 

第31条の

3 第2項 

特定作業に従事するす

べての労働者の労働災

害防止のための必要な

配慮 

【作業の調整】 

なし 〇 × 

第 100条 放射線区域、除染地域

における作業の届出 

【報告】 

電離則第 41条の 14 

電離則第 59条の 3 

除染則第 10条 

〇 〇 

 

特定元方事業者 

関係条文 措置内容 関係省令 自ら仕事

を行う者

のみ 

罰則 

第 15 条 

第 1項 

統括安全衛生責任者の

選任 

【安全管理体制】 

安衛則第 3条（則第 20条による準用） 〇 〇 

第 15 条 

第 4項 

統括安全衛生責任者に

指揮させる事項等 

【安全管理体制】 

なし 〇 〇 

第 15 条

の 2 第

1項 

元方安全衛生管理者の

選任 

【安全管理体制】 

安衛則第 3条（則第 20条による準用） 

安衛則第 18条の 3 

安衛則第 18条の 5 

〇 〇 

第 30 条 

第 1項 

労働者及び関係請負人

の労働者の作業が同一

安衛則第 635条 

安衛則第 636条 

〇 〇 
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の場所で行われること

によって生じる労働災

害防止措置 

【作業の調整】 

安衛則第 637条第 1項 

安衛則第 638条 

安衛則第 638条の 3 

安衛則第 638条の 4 

安衛則第 639条第 1項、第 2項 

安衛則第 640条第 1項、第 2項、第 3

項 

安衛則第 641条第 1項、第 2項 

安衛則第 642条第 1項、第 2項 

安衛則第 642条の 2第 1項、第 2項、

第 3項 

安衛則第 642条の 3 

安衛則第 664条 

石綿則第 7条第 2項 

第 100 条

第 1項 

事業の種類等の報告 

【報告】 

安衛則第 664条 〇 〇 

  
表表 33：：特特定定元元方方事事業業者者のの事事業業開開始始報報告告書書ににおおいいてて選選任任すすべべきき者者のの工工事事のの種種類類とと規規模模（（労労働働新新

聞聞社社『『安安衛衛法法令令ダダイイジジェェスストト  第第 77 版版』』ををももととにに筆筆者者作作成成））  
工事の種類／ 

労働者数 
 

10 20 30 50 
 

ずい道等の建

設の仕事 
10 人未満の

場合は特定

元方事業開

始報告書の

提出は不要 

選任義務は

ないが特定

元方事業開

始報告書の

提出は必要 

店社安全衛生

管理者 
統括安全衛生責任者 

圧気工法によ

る作業を行う

場合 

店社安全衛生

管理者 
統括安全衛生責任者 

一定の橋梁の

建設の仕事 
店社安全衛生

管理者 
統括安全衛生責任者 

鉄骨造、鉄骨

鉄筋コンクリ

ート増の建築

物の建設の仕

事 

店社安全衛生管理者 統括安全衛

生責任者 

その他の仕事 選任義務はないが提出が必要 統括安全衛

生責任者 
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表表 44：：建建設設工工事事にに係係るる特特定定元元方方事事業業者者のの届届出出（（労労働働新新聞聞社社『『安安衛衛法法令令ダダイイジジェェスストト  改改訂訂第第

77 版版』』ををももととにに筆筆者者作作成成））  
時期 書類の名称 届出義務者 提出先 提出期限 様式 
工 
事 
開 
始 
時 

工事計画届 特 
定 
元 
方 
事 
業 
者 

厚生労働省 作業開始の 30 日前 21 号 
工事計画届 所轄労働基

準監督署長 
作業開始の 14 日前 21 号 

建設物・機械等設置

届 
設置の 30 日前 20 号 

特定元方事業者の事

業開始報告 
作業開始後遅滞なく 参考様式 

共同企業体代表者届 共 
同 
企 
業 
体 

所轄労働基

準監督署長

を経て労働

局長 

作業開始の 14 日前 1 号 

工 
事 
中 
随 
時 

設置届（クレーン・

エレベーター） 
事 
業 
者 

所 
轄 
労 
働 
基 
準 
監 
督 
署 
長 

工事開始の 30 日前 2 号 
26 号 

設置届（クレーン・

エレベーター） 
あらかじめ 9 号 

29 号 
事故報告書 事故発生後遅滞なく 22 号 
労働者死傷病報告 遅滞なく 23 号 

四半期毎 24 号 
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図図 22：：特特定定元元方方事事業業者者のの事事業業開開始始報報告告  
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図図 33：：第第 3300 条条第第 22 項項のの措措置置義義務務  
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図図４４：：ギギググワワーーカカーーのの基基本本構構造造（（三三柴柴丈丈典典＝＝倉倉重重公公太太朗朗、、中中澤澤祥祥子子「「ギギググワワーーカカーーのの安安全全

衛衛生生にに関関すするる法法的的保保護護ののあありり方方ににつついいてて～～日日本本のの状状況況とと展展望望～～」」（（産産業業保保健健法法学学会会誌誌第第  11  

巻巻第第  22  号号（（22002222（（令令和和 44））年年 88月月））かからら引引用用））  

 

 
 

図図５５：：累累進進歩歩合合制制度度（（福福岡岡労労働働局局ののリリーーフフレレッットト  
hhttttppss::////jjssiittee..mmhhllww..ggoo..jjpp//ffuukkuuookkaa--rroouuddoouukkyyookkuu//lliibbrraarryy//ffuukkuuookkaa--rroouuddoouukkyyookkuu//4444ppaammpphhllee

tt//kkiijjuunn//kkiijjuunn__003366..ppddff  かからら引引用用：：最最終終閲閲覧覧日日 22002222 年年 1111 月月 22 日日））  
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表表  55：：労労基基法法のの定定義義  

名宛人 定義 

労働者 職業の種類を問わず、事業又は事務所（以下「事業」という。）に使用される者で、

賃金を支払われる者（第 9 条） 
使用者 事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事

業主のために行為をするすべての者（第 10 条） 
 

表表  66：：災災防防法法上上のの定定義義  

名宛人 定義 

注文者 仕事を他の者に請け負わせている者（第 2 条（当時）） 
発注者 注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者（第 2 条

（当時）） 
請負人 仕事を注文者から請け負つている者（第 2 条（当時）） 
元方事業

主 
第五十七条第一項（＝建設業等の事業の事業主で一の場所において行なう当該

事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの）又は第四項（＝第 1項の）

の場合において、同条の規定により同条第一項に規定する措置を講ずべき事業

主 
 

表表  77：：家家内内労労働働法法上上のの定定義義  

名宛人 定義 

家内労

働者 
物品の製造、加工等若しくは販売又はこれらの請負を業とする者その他これらの行

為に類似する行為を業とする者であつて厚生労働省令で定めるものから、主として

労働の対償を得るために、その業務の目的物たる物品（物品の半製品、部品、附属

品又は原材料を含む。）について委託を受けて、物品の製造又は加工等に従事する

者であつて、その業務について同居の親族以外の者を使用しないことを常態とする

もの（第 2 項） 
委託者 物品の製造、加工等若しくは販売又はこれらの請負を業とする者その他前項の厚生

労働省令で定める者であつて、その業務の目的物たる物品（物品の半製品、部品、

附属品又は原材料を含む。）について家内労働者に委託をするもの（第 3 項） 
 

表表  88：：第第 3300条条とと第第 3311条条のの送送検検事事例例  

第 30条 

安衛則第 解体工事現場において、関係請負人が参加する協議組織の設置等を行わなかったも
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635 条 の 

安衛則第

636 条 

住宅新築現場において、関係請負人及び関係請負人相互間における連絡調整を行わ

なかったもの 

安衛則第

636 条 

特定元方事業者と関係請負人との間における連絡及び調整を行わなかったもの 

安衛則第

638 条の

3 

下水道管布設工事において地山の崩壊を防止するための計画を作成するなどの措

置を講じなかったもの 

安衛則第

638 条の

4（筆者

註 ： 638

条の 3 の

誤りと思

われる） 

工事現場における車両系建設機械の配置に関する計画を作成しなかったもの 

安衛則第

638 条の

4 

下請事業者に対し、元請事業者として事前に作成した作業計画へ適合するよう作業

計画の変更指導を行わなかったもの 

安衛則第

639 条 

移動式クレーンの作業の際に、移動式クレーンについての合図を統一的に定めてい

なかったもの 

 
第 31条 
安衛則第

653 条 

高さ約７ｍの箇所に手すり等を設けることなく、下請負人の労働者に作業を行わせ

ていたもの 

安衛則第

653 条 

地上約７ｍの屋上で、防水シートの張替え作業を請負人に行わせる際に、墜落防止

措置を講じなかったもの 

安衛則第

653 条 

地上から軒下までの高さが 5.82ｍの屋根上の端で請負人に修繕作業を行わせる際

に、墜落防止措置を講じなかったもの 

安衛則第

655 条 

請負人労働者に高さ 3.7メートルの足場上で塗装作業を行わせる際、墜落防止措置

を講じていなかったもの 

安衛則第

655 条 

高さ 2.7 メートルの足場の作業床に、手すり等を設けることなく、請負人の労働者

に使用させたもの 

安衛則第

655 条 

高さ 6.3 メートルの足場の作業床に、手すり等を設けることなく、請負人の労働者

に使用させたもの 

安衛則第

655 条 

請負人の労働者に足場を使用させるとき、高さ２メートル以上の作業場所に作業床

を設けていなかったもの 
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安衛則第

655 条の

2 

請負人の労働者に作業構台を使用させる際、水平つなぎ等の補強材の取り付け状態

を点検していなかったもの 

 
図図  66：：各各条条文文のの是是正正勧勧告告件件数数  

 
 

図図 77：：各各条条文文のの送送検検件件数数  
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図図 88：：安安衛衛法法のの送送検検件件数数（（全全業業種種））、、建建設設業業のの送送検検件件数数及及びび全全業業種種にに占占めめるる割割合合  
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図図 99：：坑坑口口のの仮仮締締切切のの概概略略図図（（失失敗敗知知識識デデーータタベベーースス  失失敗敗百百選選  
hhttttpp::////wwwwww..sshhiippppaaii..oorrgg//ffkkdd//hhff//HHDD00000000005511..ppddff  かからら引引用用：：最最終終閲閲覧覧日日  22002222 年年 1100 月月 1122

日日））  
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表表 99：：建建設設業業法法上上のの定定義義  

名宛人 定義 

発注者 建設工事（他の者から請け負つたものを除く。）の注文者（第 2 条第 5 号） 
元請負人 下請契約における注文者で建設業者（第 2 条第 5 号） 
下請負人 下請契約における請負人（第 2 条第 5 号） 

  

－2656－



分担研究報告書（近藤 龍志） 

57 

 

表表 1100：：安安全全衛衛生生経経費費のの考考ええ方方（（株株式式会会社社建建設設産産業業振振興興セセンンタターー「「安安全全衛衛生生経経費費確確保保ののたためめ

ののガガイイドドブブッックク」」（（厚厚生生労労働働省省委委託託事事業業））よよりり抜抜粋粋））  
費用区分 主な内容 細目 

直 

接 

工 

事 

費 

工事目的物の施工

に直接必要な安全

設備（指定仮設及び

参考図等に示され

ているもの） 

足場 ・枠組み足場、単管足場、吊足場等 

支保工 ・型枠支保工、橋梁仮設等支保工 

土留め ・仮締め切り（シートパイル、親杭横矢板、連壁） 

土留め支保工 ・切梁、腹起（裏込めコン含む） 

作業構台 ・乗入構台、荷受構台、作業構台 

間 

接 

工 

事 

費 

共 

通 

仮 

設 

費 

安 

全 

費 

準備費 調査費用 ・埋設物調査試掘他 

交通管理に要

する費用 

交通規制に

要する費用 

・ガードマン、規制車、クッションドラム、カラーコーン、バリ

ケード、工事中表示板（内照式）回転灯、規制表示看板・お願い

看板 

安全管理等に

要する費用 

監視連絡等

に要する費

用 

・ 列車見張員等有資格者、誘導員、監視員、作業指揮者、連絡

員（潜水）等の配置、構内電話、無線機、作業主任者の配置、安

全衛生責任者の配置 

安全意識、注

意喚起に要

する費用 

・各種注意看板標識、安全掲示板 

保護具類 

・ヘルメット、保護めがね、防じんマスク（電動ファン付き呼吸

用保護具）、耳栓、安全帯、防振手袋、軍手、皮手、ゴム手、安

全靴、防護服、救命胴衣 

仮 

設 

費 

安全施設等に

要する費用 

墜落飛来落

下災害防止

設備 

・手摺、開口部養生、幅木、落下防護ネット、小幅ネット、安全

ブロック、親綱、建築工事用エレベーター部踊り場ゲート 

・各所点検通路（支保工上他）、安全通路、揚重用吊具（ワイヤ、

クランプ他） 

作業床に関

する設備 
・ローリングタワー、可搬式作業台、高所作業車 

公衆災害に

要する費用 

・仮囲い（万能板、フラットパネル、シートゲート他）、建築工

事落下防護（朝顔）、防音シート、防音パネル、足場出入り口の

ゲート 

警報設備 

・土石流、洪水等の警報システム、異常温度の自動警報装置（潜

函）・ベル、サイレン等警報装置（ずい道） 

・風力計、雨量計、車両系建設機械のバックセンサー等、沈下計、

傾斜計 

避難用設備 
・避難誘導灯、発破時の避難所、避難用器具（空気呼吸器、携帯

用照明、避難はしご、ロープ等 

作業環境 

・換気設備、空気清浄設備（潜函）、ガス抜き等の措置（ずい道）、

各種環境測定器（酸素濃度他） 

・排気管、圧力計（高圧室内）、照明器具、熱中症対策設備 

昇降設備 ・坑内はしご道で巻き上げ装置との隔壁、階段、はしご道 

火災防止 ・消火器、防炎シート 

その他 ・重機移動用敷き鉄板 

営繕費 

倉庫、材料保

管等に要す

る費用 

・火薬庫など 

その他   

現場管理費 

疾病・衛生対策  ・健康診断（一般・特殊健診） 

安全訓練研修

等に要する費

用 

 

・特別教育、各種資格取得のための講習受験費用 

・避難、救護、消火訓練等、送り出し教育、新規入場者教育、安

全協議会、安全大会、RST、CFT 
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安全関係の特別規則の趣旨と概要、統合の可能性 
浅田 和哉 

２０２０年１１月２５日 
はじめに 
１ 対象とする安全関係の特別規則 

労働安全衛生法(昭和 47・6・8 法律 57号)に基づき制定された安全関係の規則は、

労働安全衛生規則(昭和 47・9・30 労働省令 32 号)以外に次の３本の独立した特別規

則がある。これらの安全関係の特別規則は、いずれも特に危険な作業を必要とする機

械等として製造、使用等に関する最も厳格な規制が課せられた特定機械等に関する規

制を定めたものである。 
（１） ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和 47・9・30 労働省令 33号) 
（２） クレーン等安全規則(昭和 47・9・30 労働省令 34号) 
（３） ゴンドラ安全規則(昭和 47・9・30 労働省令 35号) 

 
２ 主な論点 

上記の３本の安全関係の特別規則ごとに、それぞれ次の主要論点について考察する。 
(１) 各規則制定の背景・経緯及びその後の主な改正点 

(２) 労働安全衛生法及び労働安全衛生規則(昭和 47・9・30労働省令 32号)との関係 

(３) 各規則の基本構造・体系の共通性等 

(４) 定義・範囲 

(５) 適用の対象、適用の除外・特例・例外等 

(６) その他 

 
Ⅰ 各規則制定の背景・経緯及びその後の主な改正点 

１ ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和 47・9・30 労働省令 33号) 

 （１）明治維新後から汽罐取締令の制定まで 

明治維新後の近代工業の急速な発展に伴い、動力源、熱源としてのボイラー（汽

罐）の需要は急増し、その設置数も大幅な増加を見た。この結果、内部に高圧の流

体を保有し破裂時にはその急激な膨張により甚大な被害をもたらす危険性を有する

ボイラーの破裂事故も多発し、その防止が喫緊の課題となった。 

ちなみに、わが国で最初のボイラー災害は、明治３年７月５日に鉄砲州（現在の

東京都中央区湊）の波止場で、アメリカの蒸気船シティ・オブ・エド号の汽罐が破

裂して官員１０人、町人５人、外国人６人が即死し、最終的には４７人が死亡し、

８０人が負傷した大惨事であったといわれている 1）。 

当初、明治 30 年の工場法案には、第７条に「工場ニ汽罐ヲ設置セントスル者ハ當

該官廳ニ届出デ検査ヲ受クルベシ。前項ノ検査ハ定期又ハ臨時ノ検査ニ合格セザル
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/汽罐ハ之ヲ使用スルコトヲ得ズ。」の条文案があったが、中小事業主の強い反対を

受け、この法案は議会に提出することができなかった 2）。なお、明治 44年に制定さ

れた工場法(明治 44・3・29 法律 46号)には、上記第７条の条文案は削除され、ボ

イラー等の工場設備の規制は第 13条の規定「行政官廳ハ命令ノ定ムル所ニ依リ工場

及附属建設物並設備ヵ危害ヲ生シ又ハ衛生、風紀其ノ他公益ヲ害スル虞アリト認ム

ルトキハ豫防又ハ除害ノ爲必要ナル事項ヲ工業主ニ命シ必要ト認ムルトキハ其ノ全

部又ハ一部ノ使用ヲ停止スルコトヲ得」に基づく命令委任に委ねられた。また、工

場法(明治 44・3・29 法律 46号)は、大正５年９月１日から施行されることとなっ

た。 

明治期におけるボイラーの規制については、各府県の条例として別々に取締規則

を設けて取締りが行われてきた。しかし、その内容は概括的で設備に関する標準も

規定されず、同種のボイラーに対しても府県が異なれば規制も異なる等、ボイラー

の製造者、設置・使用者にとって大いに不便・不利であるとともに、産業の健全な

発展にも支障をきたしていた。これを裏付けるものとして、大阪工業懇話会、工場

安全研究会、警視庁、東京工場協会、神奈川県等の府県、工場団体、製作者、汽罐

保険会社、海事協会等からなる原動機取締規則統一促進協議会が汽罐に関する統一

的な取締規則の制定を求める建議書を昭和６年２月２６日に内務省社会局に提出し

たことが挙げられる。その建議書には「近時我国産業における各種汽罐、蒸罐の利

用急増に伴い、依って生ずる災害亦多きを見るに至れり。之が取締の安全を期する

は最も緊要のことに属す。然るにその取締の現状を見るに、未だ汽罐に対して、一

定の規格標準なく、各府県夫々其取締方針を異にするの結果災害防止上遺憾の点多

きのみならず、製作者並びに使用者の不利不便亦是少なからず。汽罐・蒸罐の規格

標準を一定し、統一せる取締規則を制定するは産業の健全な発展を期す上に於て、

実に目下の急務と認められる。依って之が実現に関し速やかに適当の方法を講ぜら

れんことを望む。右建議す。」と記されていた。 

この状況を踏まえて、漸く汽罐取締令(昭和 10・4・9 内務省令 20号)が昭和１０

年に制定され、昭和１０年５月１日から施行された。また、汽罐取締令第２５条に

基づき、汽罐の構造要件として汽罐構造規格(昭和 10・4・9 内務省告示 204号)が

制定され、汽罐の材料、汽罐の構造（安全弁を含む）及び強度計算（安全弁の総面

積を含む）が規定された。 

汽罐取締令には罰則が規定されていること等から、汽罐取締令は上位の法規範の

委任を受けた命令ではなく、大日本帝国憲法（明治 22・2・11）第９条本文「天皇ハ

法律ヲ執行スル爲ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ增進スル爲ニ必要

ナル命令ヲ發シ又ハ發セシム」に基づいて定められた独立命令と位置付けられる。

なお、汽罐取締令に定める罰則は、罪刑法定主義（大日本帝国憲法第２３条「日本

臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問處罰ヲ受クルコトナシ」）との関係が問題
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になるが、これについては、法律「命令ノ条項違犯ニ関スル罰則ノ件」(明治 23・9・

18 法律 84 号)に「命令ノ条項ニ違犯スル者ハ各其ノ命令ニ規定スル所ニ従ヒ二百

円以内ノ罰金若ハ一年以下ノ禁錮ニ処ス」の規定が独立命令を含む命令に科罰規定

を設ける法律上の根拠となる。 

汽罐取締令の概要は次のとおりである。 

① 規制対象として汽罐（現行の「ボイラー」に相当）の要件（制限圧力・水

頭圧、内径・長さ、伝熱面積等）及び適用除外を定める（第 1条～第４条）。 

② 汽罐を設置しようとする者は地方長官の設置許可を受けなければならな

い（第５条）。 

③ 汽罐は地方長官による罐体検査（現行の「構造検査」に相当）に合格しな

ければ設置が禁止される。なお、罐体検査に合格した証として、汽罐に刻

印を付すとともに罐体検査済の汽罐明細書が交付される（第６条、第７

条）。 

④ 汽罐は設置工事竣工後に地方長官による竣功検査（現行の「落成検査」に

相当）を受けなければならず、竣功検査の合格時に交付される有効期間 1

年の汽罐検査證（現行の「ボイラー検査証」に相当）がなければその使用

が禁止される（第８条、第９条、第 11条）。 

⑤ 汽罐の一定箇所を変更するときは地方長官の變更許可を受けて地方長官

による變更検査（現行の「変更検査」に相当）に合格しなければその使用

が禁止される（第 10条～第 12条）。 

⑥ 有効期間満了後も引き続き汽罐を使用しようとするときは地方長官によ

る更新検査（現行の「性能検査」に相当）を受けなければならない。なお、

指定保険業者（現行の「登録性能検査機関」に相当）の保険に付しその汽

罐検査員による検査を受けるときは更新検査を省略できる（第 13 条、第

14条）。 

⑦ 汽罐の検査を受ける場合の汽罐設置者の遵守事項を定める（第 15 条～第

18条）。 

⑧ 汽罐の使用の廃止及び休止の手続き（現行の「廃止報告」及び「休止報告」

に相当）を定めるとともに、休止した汽罐を再び使用しようとするときは

再使用検査（現行の「使用再開検査」に相当）を受けて合格しなければそ

の使用が禁止される（第 19条）。 

⑨ 汽罐に事故が発生したとき、地方長官に汽罐事故報告（現行の「事故報告」

に相当）を届け出なければならない（第 20条）。 

⑩ 汽罐設置者は地方長官の認可を受けて汽罐管理人を選任することができ

る（第 21条）。 

⑪ 地方長官は所属官吏に臨検させ、汽罐設置者に汽罐の除害・予防措置又は
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使用制限・禁止の命令を発し、許可の取消しを行うことができる（第 22条

～第 24条）。 

⑫ 汽罐は告示で定める構造上の要件（現行の「構造規格」に相当）を具備し

なければならない（第 25条）。 

⑬ 汽罐室（現行の「ボイラー室」に相当）は安全確保のための一定の設備上

の要件を具備しなければならない（第 26条～第 30条）。 

⑭ 汽罐士免許（現行の「ボイラー技士免許」に相当）を受けた汽罐士（現行

の「ボイラー技士」に相当）でなければ汽罐の取扱いが禁止される。これ

に伴い、一級・二級汽罐士免許の資格要件、一級・二級汽罐士試験（現行

の「ボイラー技士免許試験」に相当）、受験・交付等の手続きを定める（第

31条～第 38条）。 

⑮ 汽罐設置者は汽罐の伝熱面積に応じて一級汽罐士又は二級汽罐士のうち

から汽罐取扱主任者（現行の「ボイラー取扱作業主任者」に相当）を選任

し、汽罐に関する一定事項に従事させなければならない（第 39 条、第 40

条）。 

⑯ 各種検査を受検し、汽罐士試験を受験し、汽罐士免許の交付・再交付を受

けようとするときに納付すべき手数料を定める（第 41条～第 43条）。 

⑰ 上記の各義務規定に対する違反、臨検の拒否等について、罰金、科料、拘

留の罰則を定める（第 44条～第 48条）。 

ボイラー等の規制について、各府県の汽罐取締規則から汽罐取締令への主要な

変更点は、以下のとおりである。 

（ⅰ）汽罐の検査を汽罐本体の罐体検査と汽罐設置状況の竣功検査に分離し、罐

体検査に合格した汽罐の取引の安全が確保されるようになったこと 

（ⅱ）汽罐の構造上の要件として全国統一的な規格を整備したことにより、取締

の合理化と汽罐製造業者の負担軽減が図られたこと 

（ⅲ）警視庁と大阪府にのみあった汽罐士の制度を全国に導入し、汽罐取扱いに

おける人的資質の安全が確保されるようになったこと 

（ⅳ）汽罐の検査、汽罐士の試験・免許に手数料の制度を導入することにより、

検査係官の充実等取締りの体制の整備が図られるようになったこと 

この汽罐取締令の制定により、ボイラー等の規制の主要なフレームワークはほぼ

網羅されたと見ることができる。 

 （２）労働基準法に基づく労働安全衛生規則の制定まで 

汽罐取締令は改正されることなく、戦後まで続いた。昭和２１年に大日本帝国憲

法(明治 22・11・29)が日本国憲法(昭和 21・11・3)に改正され、昭和２２年５月３

日に施行された。日本国憲法第 27条第 2項の規定「賃金、就業時間、休息その他の

勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」に基づき新憲法の直接の委任を受

－2664－



5 
 

けた形で新憲法の理念に基づき労働基準法(昭和 22・4・7 法律 49号)が制定され、

昭和２２年９月１日及び同年１１月１日に施行された。ボイラー等の規制に関係す

る労働基準法の根拠条文は、以下のとおりである。 

第第 55 章章  安安全全及及びび衛衛生生  
（危害の防止） 
第４２条 使用者は、機械、器具その他の設備、原料若しくは材料又はガス、蒸

気、粉じん等による危害を防止するために、必要な措置を講じなければならな

い。 
第４４条 労働者は、危害防止のために必要な事項を遵守しなければならない。 
第４５条 使用者が第４２条及び第４３条の規定によつて講ずべき措置の基準

及び労働者が前条の規定によつて遵守すべき事項は、命令で定める。 
（安全装置） 
第４６条 危険な作業を必要とする機械及び器具は、必要な規格又は安全装置

を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。 
２ 特に危険な作業を必要とする機械及び器具は、予め行政官庁の認可を受け

なければ、製造し、変更し、又は設置してはならない。 
３ 前２項の機械及び器具の種類、必要な規格及び具備すべき安全装置は、命令

で定める。 
（性能検査） 
第４７条 前条第２項の機械及び器具は、認可を受けた後、命令で定める期間を

経過した場合においては、行政官庁の行う性能検査に合格したものでなければ

使用してはならない。 
２ 前項の性能検査は、同項の行政官庁の外、労働に関する主務大臣が指定する

他の者に行わせることができる。 
（危険業務の就業制限） 
第４９条 使用者は、経験のない労働者に、運転中の機械又は動力伝導装置の危

険な部分の掃除、注油、検査又は修繕をさせ、運転中の機械又は動力伝導装置

に調帯又は調索の取付又は取外をさせ、動力による起重機の運転をさせその他

危険な業務に就かせてはならない。 
２ 使用者は、必要な技能を有しない者を特に危険な業務に就かせてはならな

い。 
３ 前２項の業務の範囲、経験及び技能は、命令で定める。 
（安全衛生教育） 
第５０条 使用者は、労働者を雇い入れた場合においては、その労働者に対し

て、当該業務に関し必要な安全及び衛生のための教育を施さなければならな

い。 
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（監督上の行政措置） 
第５４条 使用者は、常時１０人以上の労働者を就業させる事業、命令で定める

危険な事業又は衛生上有害な事業の建設物、寄宿舎その他の附属建設物又は設

備を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、第４５条又は第

９６条の規定に基いて発する命令で定める危害防止等に関する基準に則り定

めた計画を、工事着手１４日前までに、行政官庁に届け出なければならない。

但し、仮設の建設物又は設備で命令で定める危険又は衛生上有害でないものに

ついては、この限りでない。 
２ 行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合においては、

工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる。 
ボイラー等に関する規制として、労働基準法に基づき旧労働安全衛生規則(昭和

22・10・31 労働省令 9号)の「第 3章 安全装置」の第 34条、「特別安全基準」の

「第 1章 汽罐及び特殊汽罐」（第 226条～第 326条）が制定され、昭和２２年１１

月１日から施行された。その概要は次のとおりである。 

① 溶接による汽罐（現行の「ボイラー」に相当）・特殊汽罐（現行の「第一種圧

力容器」に相当）は、労働省労働基準局長の認可を受けなければ製造してはな

らない（第 37条）。 

② 規制対象として汽罐・特殊汽罐の要件（制限圧力・水頭圧、内径・長さ、伝熱

面積等）及び適用除外を定める（第 226条～第 229条）。 

③ 溶接構造の汽罐・特殊汽罐は所轄都道府県労働基準局長による溶接検査を受

けなければならず、溶接検査に合格したものでなければ罐体検査を受けるこ

とができない（第 234 条～第 236条）。 

④ 罐体検査に合格しない汽罐・特殊汽罐は譲渡・貸与・設置してはならない。汽

罐・特殊汽罐の罐体検査（現行の「構造検査」に相当）の所轄都道府県労働基

準局長への受検手続き、受検時の遵守事項を定める。なお、罐体検査に合格し

た証として、汽罐・特殊汽罐に刻印を付すとともに罐体検査済の汽罐・特殊汽

罐明細書が交付される（第 34条、第 230条～第 233条）。 

⑤ 汽罐・特殊汽罐は、所轄労働基準監督署長の認可がなければ設置してはならな

い。汽罐・特殊汽罐を設置しようとする者は汽罐・特殊汽罐明細書を添えて所

轄労働基準監督署長に認可申請を行わなければならない（第 38条、第 237条）。 

⑥ 罐体検査を受けた後 1 年以上経過した汽罐・特殊汽罐を設置しようとすると

きは所轄労働基準監督署長の性能検査（現行の「使用検査」に相当）を受けな

ければならない（第 238条）。 

⑦ 汽罐の伝熱面積に応じて特級汽罐士、一級汽罐士又は二級汽罐士のうちから

汽罐取扱主任者（現行の「ボイラー取扱作業主任者」に相当）を選任し、所轄

労働基準監督署長に報告しなければならない（第 239条～第 240条）。 
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⑧ 汽罐・特殊汽罐の設置工事が落成したときは、所轄労働基準監督署長による落

成検査を受けなければならず、落成検査の合格時に交付される有効期間 1 年

の汽罐検査証（現行の「ボイラー検査証」に相当）がなければその使用が禁止

される。また、汽罐検査証の書き換え手続きを定める。（第 241条、第 242条）。 

⑨ 汽罐・特殊汽罐を有効期間満了後に引き続き使用しようとする者は、所轄労働

基準監督署長又は指定代行検査機関に性能検査申請書を提出しなければなら

ない。性能検査に合格した汽罐・特殊汽罐の有効期間は 1年間とし、受検時の

措置、指定代行検査機関の申請手続き、遵守事項等を定める（第 39条～第 43

条）。 

⑩ 汽罐・特殊汽罐の据付工事を業とする者は所轄都道府県労働基準局長の認可

を受けなければならず、その手続きを定める。また、汽罐据付工事における作

業主任者の業務については、技能選考の上、指名した者でなければつかせては

ならない（第 45 条、第 243条）。 

⑪ 汽罐・特殊汽罐の一定箇所を変更しようとするときは所轄労働基準監督署長

の変更認可を受けて、変更工事の落成後に所轄労働基準監督署長による変更

検査に合格しなければその使用してはならない（第 244条、第 245条）。 

⑫ 汽罐・特殊汽罐の使用の廃止及び休止の手続き（現行の「廃止報告」及び「休

止報告」に相当）を定めるとともに、使用休止中に有効期間が満了した場合に

は性能検査を受けなければ使用できない（第 246条）。 

⑬ 労働基準監督官は汽罐・特殊汽罐の検査時に検査申請者に対し一定の措置を

命じることができる（第 247条）。 

⑭ 汽罐・特殊汽罐は告示で定める構造上の要件を具備しなければならない。ま

た、蒸汽罐（現行の「蒸気ボイラー」に相当）に備えるべき安全装置（安全辨）、

計測装置（圧力計・水面測定装置等）その他付属装置（吹出管、給水装置、煙

道等）、温水罐（現行の「温水ボイラー」に相当）に備えるべき安全装置（逸

水管・水逃し辨）、計測装置（水高計等）及び特殊汽罐に備えるべき安全装置

（安全辨）、計測装置（圧力計等）その他付属装置（吹出管等）の構造上の要

件を定める（第 248条～第 297条）。 

⑮ 汽罐室（現行の「ボイラー室」に相当）は安全確保のための一定の設備上の要

件を具備しなければならない（第 298条～第 302条）。 

⑯ 使用者、汽罐取扱主任者は、汽罐の日常の取扱い・管理（汽罐室への部外者立

入禁止の掲示、各種装置の機能保持・確認、予備品・工具類の備付け、損傷の

修繕、点火時の措置、吹出作業時の措置、罐内潜入時の措置等）を行わなけれ

ばならない（第 303条～第 309条）。 

⑰ 汽罐その他の圧力容器に破裂事故があったときは、所轄労働基準監督署長に

報告しなければならない（第 58条）。 
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⑱ 汽罐士免許（現行の「ボイラー技士免許」に相当）を受けた汽罐士（現行の「ボ

イラー技士」に相当）でなければ汽罐の取扱い業務につくことが禁止される。

18 歳に満たない者及び女子も当該業務が禁止される。また、特級・一級・二

級汽罐士免許の交付・取消要件、特級・一級・二級汽罐士試験（現行の「ボイ

ラー技士免許試験」に相当）の受験・交付等の要件・手続きを定める。（第 13

条、第 14条、第 44条、第 310条～第 317条）。 

⑲ 汽罐溶接士免許（現行の「ボイラー溶接士免許」に相当）を受けた汽罐溶接士

（現行の「ボイラー溶接士」に相当）でなければ溶接による汽罐の製造・改造・

修繕の業務が禁止される。18 歳に満たない者及び女子も当該業務が禁止され

る。また、汽罐溶接士免許の資格要件、汽罐溶接士試験（現行の「ボイラー溶

接士免許試験」に相当）、受験・交付等の手続きを定める。（第 13条、第 14条、

第 44条、第 318 条～第 326条）。 

この他、汽罐・特殊汽罐には該当しないが、破裂事故の危険性を有する圧力容器

である内圧容器に対する規制として、旧労働安全衛生規則(昭和 22・10・31 労働

省令 9号)の「第 3章 安全装置」の第 34条及び第 35条、「安全基準」の「第 11

章 内圧容器」（第 165 条～第 170条）が制定され、昭和２２年１１月１日から施

行された。その概要は次のとおりである。 

① 耐圧証明書のない内圧容器（現行の「第二種圧力容器」に相当）は譲渡・貸

与・設置してはならない。なお、耐圧証明書は労働省労働基準局長が指定し

た者又は都道府県労働基準局長が発行する（第 34条、第 35条）。 

② 規制対象として内圧容器の要件（気体圧力、内径・長さ、内容積等）及び適用

除外を定める（第 165 条）。 

③ 内圧容器を設置・取換・改造しようとするときは、設置届に耐圧証明書の写

し等の関係書類を添付しなければならない（第 166条）。 

④ 内圧装置は、安全弁、圧力計、検査孔及び吹出装置を具備しなければならな

い（第 167条）。 

⑤ 内圧容器は毎年 1回以上点検・掃除を行わなければならない（第 168条）。 

⑥ 内圧容器の耐圧証明書の交付要件（構造図面に合致、構造規格に適合、水圧

試験・容器検査に合格）を定める（第 169条）。 

⑦ 内圧容器の構造規格及び検査に関する事項は告示で定める（第 170条）。 

ボイラー等の規制について、汽罐取締令から旧労働安全衛生規則への主要な変

更点は、以下のとおりである。 

（ⅰ）規制対象を汽罐のみから特殊汽罐及び内圧容器についても拡大したこと 

（ⅱ）溶接検査を新たに導入したこと 

（ⅲ）汽罐士の制度に特級汽罐士を新たに追加したこと 

（ⅳ）汽罐・特殊汽罐に備えるべき安全装置、計測装置その他付属装置の構造上
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の要件を新たに定めたこと 

（ⅴ）汽罐溶接士の制度を新たに導入したこと 

（３）労働基準法に基づく「ボイラ及び圧力容器安全規則」の制定まで 

ボイラー等の利用範囲が拡大され、高温・高圧ボイラー等の需要が増加したこと

により、旧規則制定当時に比べてボイラー等の構造、使用材料、製造技術も著しく

進歩するとともに、これらの要因に伴う災害の増加に適切に対処する必要が生じた。

これらの状況を踏まえ、労働安全衛生規則(昭和 22・10・31 労働省令 9号)から分

離独立して「ボイラ及び圧力容器安全規則」(昭和 34・2・24 労働省令 3 号)が制

定され、昭和３４年４月１日から施行された。 

ボイラー等の規制について、旧労働安全衛生規則から「ボイラ及び圧力容器安全

規則」への主要な変更点は、以下のとおりである。 

（ⅰ）ボイラ・圧力容器及び伝熱面積の定義を明確にし、最新のボイラにも適用

できるようにしたこと 

（ⅱ）すべてのボイラ・第一種圧力容器について製造認可の制度を導入したこと 

（ⅲ）ボイラ取扱業務について、制限圧力と伝熱面積から伝熱面積のみによる規

制に、また、貫流ボイラについては伝熱面積３０㎡以下のものは免許不要と

するとともに、ボイラの溶接業務の一部についても普通ボイラ溶接士の制限

を緩和する等、就業制限の規制を緩和したこと。 

（ⅳ）構造検査に合格しないものの設置認可をしない等、設置認可の基準を明確

にしたこと 

（ⅴ）ボイラ室の基準について建築基準法との整合性確保等を図る等その規制を

合理化したこと 

（ⅵ）ボイラ取扱主任者の選任要件を制限圧力と伝熱面積から伝熱面積のみによ

る規制に、また、貫流ボイラについては別の資格要件による規制に改めると

ともに、新たに圧力容器取扱主任者の選任に関する規定を導入する等取扱主

任者に関する規制を見直したこと 

（ⅶ）旧規則に規定されていた付属品に関する構造要件を構造規格に移すととも

に、使用者の義務として構造要件の維持に関する規定を導入したこと。 

（ⅸ）ボイラ等の内部に入るときの移動電線・移動電燈に関する規制、第一種圧

力容器の内部に入るときの冷却、換気等の規制の導入等、ボイラ・圧力容器

の内部に入るときの措置を充実したこと 

（ⅹ）小型ボイラ及び小型圧力容器に関する構造規格を整備し、この規格を具備

しないものの譲渡・貸与・設置を禁止するとともに、破裂事故発生時の事故

報告を導入した。 

（ⅺ）ボイラ技士・ボイラ溶接士について、欠格要件に１８歳未満の者を明記す

るとともに、ボイラ技士免許の有効期間の規定を削除し、ボイラ溶接士免許
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の免許更新に関する規定を整備した。 

（ⅻ）旧規則では内圧容器のみ他法令の適用を受けるものを適用除外すると規定

していたが、本規則と同等以上の危害防止基準を定める他法令の適用を受け

るボイラ・第一種圧力容器について認可・検査・報告を不要とし、告示でそ

の範囲を定めることとしたこと 

（４）労働安全衛生法に基づく「ボイラー及び圧力容器安全規則」の制定まで 

その後、さらなる産業活動の活発化に伴い、ボイラー等の利用範囲の一層の拡大、

使用条件の高度化が進展するとともに、ボイラー等の技術進歩も著しく、破裂等の

危険性が増大してきた。これにより、ボイラー等の災害防止対策の充実が求められ

たことから、「ボイラ及び圧力容器安全規則」(昭和 34・2・24 労働省令 3号)が昭

和３８年に改正（昭和 38年 3 月 20 日公布）され、同年４月１日から施行された。

また、ボイラ構造規格、圧力容器構造規格、小型ボイラ圧力容器構造規格が改正さ

れ、昭和３８年７月１日から施行された。 

ボイラー等の規制について、改正「ボイラ及び圧力容器安全規則」等の主要な変

更点は、以下のとおりである。 

（ⅰ）大気圧における沸点を超える温度の液体を内部に保有する容器が第一種圧

力容器として規制されることとなったこと 

（ⅱ）貫流ボイラは緩い規制となっていたが、汽水分離器を有する貫流ボイラは

破裂の危険性もあるので一定以上の大きさの汽水分離器を有する貫流ボイ

ラについては通常のボイラと同じ規制を受けることとしたこと 

（ⅲ）二級ボイラ技士試験の実技試験（投炭操法）を廃止し、これに代えてボイ

ラ実技講習の制度を導入したこと 

（ⅳ）ボイラ取扱主任者の職務に「自動制御装置の点検調整」を追加したこと 

（ⅴ）ボイラ構造規格、圧力容器構造規格、小型ボイラ圧力容器構造規格につい

ては、日本工業規格の改正・制定に伴う整合性の確保、新しい型式のボイラ

等に対する必要な規制の追加等に伴う改正を行ったこと 

労働安全衛生法(昭和 47・6・8 法律 57号)が昭和４７年に労働基準法(昭和 22・

4・7 法律 49 号)から分離独立して制定され、昭和４７年１０月１日から施行され

た。ボイラー等の規制に関係する労働安全衛生法の根拠条文は、次のとおりである。 

第第３３章章  安安全全衛衛生生管管理理体体制制  
 （作業主任者） 
第１４条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理

を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働基準局

長の免許を受けた者又は都道府県労働基準局長若しくは都道府県労働基準

局長の指定する者が行なう技能講習を修了した者のうちから、労働省令で

定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その
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者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の労働省令で定める事項を行

なわせなければならない。 
 
第第４４章章  労労働働者者のの危危険険又又はは健健康康障障害害をを防防止止すするるたためめのの措措置置  
 （事業者の講ずべき措置等） 
第２０条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならな

い。 
 一 機械、器具その他の設備（以下「機械等」という。）による危険 
 二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険 
 三 電気、熱その他のエネルギーによる危険 
第２６条 労働者は、事業者が第２０条から前条までの規定に基づき講ずる措置

に応じて、必要な事項を守らなければならない。 
第２７条 第２０条から第２５条までの規定により事業者が講ずべき措置及

び前条の規定により労働者が守らなければならない事項は、労働省令で定

める。 
 
第第５５章章  機機械械等等及及びび有有害害物物にに関関すするる規規制制  
 第１節 機械等に関する規制 
 （製造の許可） 
第３７条 ボイラーその他の特に危険な作業を必要とする機械等で、政令で

定めるもの（以下「特定機械等」という。）を製造しようとする者は、労働

省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働基準局長の許可を

受けなければならない。 
２ 都道府県労働基準局長は、前項の許可の申請があつた場合には、その申

請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が労働大臣の定める基準に適

合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 
 （検査） 
第３８条 特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、特定機械等で労働省

令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械

等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、

労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る労働省令

で定める事項について、都道府県労働基準局長の検査を受けなければなら

ない。 
２ 特定機械等（移動式のものを除く。）を設置した者、特定機械等の労働省

令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを

再び使用しようとする者は、労働省令で定めるところにより、当該特定機
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械等及びこれに係る労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の

検査を受けなければならない。 
 （検査証の交付等） 
第３９条 都道府県労働基準局長は、前条第１項の検査に合格した移動式の

特定機械等について、労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。 
２ 労働基準監督署長は、前条第２項の検査で、特定機械等の設置に係るも

のに合格した特定機械等について、労働省令で定めるところにより、検査

証を交付する。 
３ 労働基準監督署長は、前条第２項の検査で、特定機械等の部分の変更又

は再使用に係るものに合格した特定機械等について、労働省令で定めると

ころにより、当該特定機械等の検査証に、裏書を行なう。 
 （使用等の制限） 
第４０条 前条第１項又は第２項の検査証（以下「検査証」という。）を受け

ていない特定機械等（第３８条第２項の規定により部分の変更又は再使用

に係る検査を受けなければならない特定機械等で、前条第３項の裏書を受

けていないものを含む。）は、使用してはならない。 
２ 検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにするのでなければ、譲渡

し、又は貸与してはならない。 
 （検査証の有効期間等） 
第４１条 検査証の有効期間（次項の規定により検査証の有効期間が更新さ

れたときにあつては、当該更新された検査証の有効期間）は、特定機械等の

種類に応じて、労働省令で定める期間とする。 
２ 検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、労働省令で定めるとこ

ろにより、当該特定機械等及びこれに係る労働省令で定める事項について、

労働基準監督署長又は労働大臣の指定する者（以下「検査代行機関」とい

う。）が行なう性能検査を受けなければならない。 
 （譲渡等の制限） 
第４２条 特定機械等以外の機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とす

るもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防

止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、労働大臣が定める

規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはなら

ない。 
（検定） 

第４４条  第４２条の機械等のうち、政令で定めるものを製造し、又は輸入

した者は、労働省令で定めるところにより、当該機械等について、労働大

臣、都道府県労働基準局長又は労働大臣の指定する者（以下「検定代行機
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関」という。）が行なう検定を受けなければならない。 
２ 前項の検定（以下「検定」という。）を受けた者は、当該検定に合格した

機械等に、労働省令で定めるところにより、当該検定に合格した旨の表示

を附さなければならない。 
３ 検定に合格した機械等以外の機械等には、前項の表示を附し、又はこれ

と紛らわしい表示を附してはならない。 
４ 第１項の機械等で、第２項の表示が附されていないものは、使用しては

ならない。 
 （定期自主検査） 
第４５条 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについ

て、労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結

果を記録しておかなければならない。 
 
第第６６章章  労労働働者者のの就就業業にに当当たたつつててのの措措置置  
 （安全衛生教育） 
第５９条 
３ 事業者は、危険又は有害な業務で、労働省令で定めるものに労働者をつ

かせるときは、労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又

は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。 
 （就業制限） 
第６１条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものに

ついては、都道府県労働基準局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都

道府県労働基準局長若しくは都道府県労働基準局長の指定する者が行なう

当該業務に係る技能講習を修了した者その他労働省令で定める資格を有す

る者でなければ、当該業務につかせてはならない。 
２ 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務

を行なつてはならない。 
３ 第１項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事

するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯してい

なければならない。 
４ 職業訓練法（昭和４４年法律第６４号）第２４条第１項の認定に係る職

業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限

度で、前３項の規定について、労働省令で別段の定めをすることができる。 
 
第第８８章章  免免許許等等  
 （免許） 
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第７２条 第１２条第１項、第１４条又は第６１条第１項の免許（以下「免

許」という。）は、第７５条第１項の免許試験に合格した者その他労働省令

で定める資格を有する者に対し、免許証を交付して行なう。 
２ 次の各号のいずれかに該当する者は、免許を受けることができない。 
 一 身体又は精神の欠陥により免許に係る業務につくことが不適当である

と認められる者 
 二 第７４条第２項の規定により免許を取り消され、その取消しの日から

起算して１年を経過しない者 
 三 前２号に掲げる者のほか、免許の種類に応じて、労働省令で定める者 
第７３条 前条第１項の免許証（以下「免許証」という。）には、労働省令で

定めるところにより、有効期間を設けることができる。 
２ 都道府県労働基準局長は、免許証の有効期間の更新の申請があつた場合

には、当該免許証を有する者が労働省令で定める要件に該当するときでな

ければ、当該免許証の有効期間を更新してはならない。 
 （免許の取消し等） 
第７４条 都道府県労働基準局長は、免許を受けた者が第７２条第２項第１

号又は第３号に該当するに至つたときは、その免許を取り消さなければな

らない。 
２ 都道府県労働基準局長は、免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当

するに至つたときは、その免許を取り消し、又は６月をこえない範囲内で

期間を定めてその免許の効力を停止することができる。 
 一 故意又は重大な過失により、当該免許に係る業務について重大な事故

を発生させたとき。 
 二 当該免許に係る業務について、この法律又はこれに基づく命令の規定

に違反したとき。 
 三 第１１０条第１項の条件に違反したとき。 
 四 前３号に掲げる場合のほか、免許の種類に応じて、労働省令で定める

とき。 
 （試験） 
第７５条 免許試験は、労働省令で定める区分ごとに、都道府県労働基準局

長が行なう。 
２ 前項の免許試験は、学科試験及び実技試験又はこれらのいずれかによつ

て行なう。 
３ 都道府県労働基準局長は、労働省令で定めるところにより、都道府県労

働基準局長の指定する者が行なう教習を修了した者でその修了した日から

起算して１年を経過しないものその他労働省令で定める資格を有する者に
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対し、前項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができ

る。 
４ 第１項の免許試験の受験資格、試験科目及び受験手続その他同項の免許

試験の実施について必要な事項は、労働省令で定める。 
 （技能講習） 
第７６条 第１４条又は第６１条第１項の技能講習（以下「技能講習」とい

う。）は、労働省令で定める区分ごとに、学科講習又は実技講習によつて行

なう。 
２ 技能講習を行なつた者は、当該技能講習を修了した者に対し、労働省令

で定めるところにより、技能講習修了証を交付しなければならない。 
３ 技能講習の受講資格、講習科目及び受講手続その他技能講習の実施につ

いて必要な事項は、労働省令で定める。 
 
第第１１００章章  監監督督等等  
 （計画の届出等） 
第８８条 事業者は、当該事業場の業種及び規模が政令で定めるものに該当

する場合において、当該事業場に係る建設物若しくは機械等を設置し、若

しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、そ

の計画を当該工事の開始の日の３０日前までに、労働省令で定めるところ

により、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、仮設の建設

物又は機械等で、労働省令で定めるものについては、この限りでない。 
２ 前項の規定は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危

険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため

使用するもののうち、労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又

はこれらの主要構造部分を変更しようとする事業者（同項の事業者を除

く。）について準用する。 
５ 労働基準監督署長は、第１項（第２項において準用する場合を含む。）又

は第３項の規定による届出（以下「届出」という。）があつた場合において、

当該届出に係る事項がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反すると

認めるときは、当該届出をした事業者に対し、その届出に係る工事若しく

は仕事の開始を差し止め、又は当該計画を変更すべきことを命ずることが

できる。 
 （報告等） 
第１００条 労働大臣、都道府県労働基準局長又は労働基準監督署長は、こ

の法律を施行するため必要があると認めるときは、労働省令で定めるとこ

ろにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタン
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トに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 
２ 労働大臣、都道府県労働基準局長又は労働基準監督署長は、この法律を

施行するため必要があると認めるときは、労働省令で定めるところにより、

検査代行機関、検定代行機関又は指定教習機関に対し、必要な事項を報告

させることができる。 
３ 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、

事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずること

ができる。 
 
第第１１１１章章  雑雑則則  
 （許可等の条件） 
第１１０条 この法律の規定による許可、免許又は指定には、条件を附し、及

びこれを変更することができる。 
２ 前項の条件は、当該許可、免許又は指定に係る事項の確実な実施を図る

ため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該許可、免許又は指定を受ける

者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。 
 （不服申立ての制限） 
第１１１条 第３８条の検査、性能検査又は検定の結果についての処分につ

いては、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）による不服申立てを

することができない。 
 （手数料） 
第１１２条 次の者は、政令で定めるところにより、手数料を納付しなけれ

ばならない。 
 一 免許を受けようとする者（第７５五条第１項の免許試験に合格した者

を除く。） 
 二 技能講習（指定教習機関が行なうものを除く。）を受けようとする者 
 三 第３７条第１項の許可を受けようとする者 
 四 第３８条の検査を受けようとする者 
 五 検査証の再交付又は書替えを受けようとする者 
 六 性能検査（検査代行機関が行なうものを除く。）を受けようとする者 
 七 検定（検定代行機関が行なうものを除く。）を受けようとする者 
 九 免許証の再交付又は書替えを受けようとする者 
 十 免許証の有効期間の更新を受けようとする者 
 十一 第７５条第１項の免許試験を受けようとする者 
労働安全衛生法の制定に伴い、労働基準法に基づく「ボイラ及び圧力容器安全規

則」(昭和 34・2・24 労働省令 3号)が廃止され、労働安全衛生法に基づく「ボイラ
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ー及び圧力容器安全規則」(昭和 47・9・30 労働省令 33号)が新たに制定され、昭

和４７年１０月１日から施行された。この新規則は、旧規則の名宛人の「使用者」

を「事業者」に変更したものである。 

ボイラー等の規制について、労働基準法に基づく「ボイラ及び圧力容器安全規

則」から労働安全衛生法に基づく「ボイラー及び圧力容器安全規則」への主要な

変更点は、以下のとおりである。 

（ⅰ）第一種圧力容器取扱作業主任者の選任要件としての資格を定めたこと 

（ⅱ）第一種圧力容器の整備の業務について、ボイラー整備士でなければ就業で

きなくなったこと 

（ⅲ）小型ボイラーの取扱いの業務につかせるときの特別教育の制度を導入し、

その科目等を定めたこと 

（ⅳ）小型圧力容器について定期自主検査の制度を導入し、その実施時期、検査

項目、記録の作成等を定めたこと 

（ⅴ）ボイラー技士免許・ボイラー溶接士免許を受けた者が、すでに同種の下級

の免許証を受けているときは、当該下級の免許証を都道府県労働基準局長に

返還すべきことを定めたこと 

（５）現行の「ボイラー及び圧力容器安全規則」まで 

その後、現在に至るまでのボイラー等の規制に関する法令の主要な改正について、

順次示す。 

小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格(昭和 50 年労働省告示第 84 号)が昭和５

０年１０月１８日公布され、昭和５１年１月１日から適用された。これは、旧規格

を廃止し、新たに最近の使用材料、工作技術等に適合するよう全面的に見直したも

のである。 

ボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令(昭和 63 年労働省令第 25

号)は、昭和６３年９月１日に公布され、昭和６４年１０月１日から施行された。こ

の改正は、「行政改革に関する第５次答申(最終答申)」(昭和 58年 3月 14日)の指摘

事項を踏まえ、ボイラー溶接士免許の有効期間を１年から２年に延長するとともに、

免許の更新手続き等を改めたものである。 

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令（平成 6年労働省令第 20号）が平成６

年３月３０日に公布され、同年７月１日から施行された。この改正にはボイラー及

び圧力容器安全規則も含まれ、行革大綱（平成 6年 2月 15日）を踏まえ、事業者が

事故報告を提出すべき事故に関する規定を労働安全衛生規則に統合するとともに、

事故報告の様式の見直しが規定された。 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（平成 10年政令第 390号）及びボイ

ラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令（平成 10 年労働省令 41 号）は、

平成１０年１２月１１日に公布施行され、また、小型ボイラー及び小型圧力容器構
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造規格の一部を改正する告示（平成 10年労働省告示第 143号）も、同日に適用とな

った。この改正は、規制緩和推進計画（平成９年 3月 28日閣議決定）に盛り込まれ

た事項を踏まえ、小規模温水ボイラー（水頭圧が 10m を超え 20m 以下の温水ボイラ

ーで、伝熱面積が 2 ㎡以下のもの）で小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格の改

正により追加された一定の安全措置を具備したもの（適用除外の要件を含む）につ

いては、その適用区分をボイラーから小型ボイラーに改めたものである。 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成 11 年政令第 240 号。以下「改

正政令」という。)は、 平成１１年７月２８日に公布され、同年１０月１日から施

行されることとなった。また、労働安全衛生規則等の 一部を改正する省令(平成 11

年労働省令第 37 号)及びデリック構造規格の一部を改正する告示等(平成 11 年 労

働省告示第 97 号～126 号。以下「改正構造規格等」という。)が平成１１年９月２

９日及び本日公布され、それぞれ同年１０月１日から施行及び適用されることとな

った。 この改正は、ボイラー等の定義等に使用する計量単位を国際単位系(以下「SI

単位系」という。)に 改めたものである。 

 ボイラー構造規格の全部を改正する告示(平成 15 年厚生労働省告示第 197 号)

及び圧力容器構造規格の全部を改正する告示(平成 15 年厚生労働省告示第 196 号)

については、平成１５年４月３０日に公示され、同日(一部については平成１５年６

月１日)から適用されることになった。この改正は、ボイラー及び圧力容器の構造規

格に関し、[1]最近の技術の進歩に即応させるために、旧規格で定めていた仕様に関

する規定について、安全上必要な最低限の規定を除き性能規定化を図ったこと。た

だし、最終的な安全確認を行う試験方法に係る規定については、従前と同様の規定

を置いたこと、[2]材料、機械試験方法、非破壊検査方法等について、日本工業規格

(以下「JIS」という。)の改正を踏まえ、JISとの整合化をとること、[3]基準・認証

制度の国際化に対応するため米国の規格との調整を図ること等から行われたもので

ある。 

ボイラー及び圧力容器安全規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平

成 16年厚生労働省令第 44 号。以下「改正省令」という。)については、平成１６年

３月２６日に公布され、同年３月３１日から施行されたところであり、また、ボイ

ラー及び圧力容器安全規則第 24 条第 2 項第 4 号の規定に基づき厚生労働大臣が定

める自動制御装置を定める告示(平成 16 年厚生労働省告示第 131 号)については、

平成１６年３月２６日に公布され、同年３月３１日から適用された。この改正は、

近年のボイラーに係る技術の進展等を踏まえ、安全性の高い自動制御装置を備えた

ボイラーは、最大の伝熱面積を有するものを除きボイラー取扱作業主任者の選任に

当たり伝熱面積に算入しないことができることとするとともに、特級及び一級ボイ

ラー技士に求められる知識、経験の水準を確保しつつ、より資格を取得しやすくす

るため、ボイラーの実務経験を免許試験の受験資格要件から免許の交付要件に変更
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したものである。 

ボイラー及び第一種圧力容器の製造許可基準の一部を改正する件（平成 20年厚生

労働省告示第 53 号）は、平成２０年３月５日に公示され、平成２０年３月３１日か

ら適用されることとなった。この改正は、溶接施行法試験の溶接の条件及び方法に

ついて、日本工業規格 B8285（圧力容器の溶接施工方法の確認試験）との整合性を図

ること等の趣旨から行うものである。 

 ボイラー及び圧力容器安全規則及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係

る登録及び指定に関する省令の一部を改正する省令(平成 28 年厚生労働省令第 149

号。以下「改正省令」という。)が平成２８年９月２０日に、機能安全による機械等

に係る安全確保に関する技術上の指針(平成 28年厚生労働省告示第 353号。以下「機

能安全指針」という。)が平成２８年９月２６日に、ボイラー及び圧力容器安全規則

第 24 条第 2 項第 4 号の規定に基づき厚生労働大臣が定める自動制御装置の一部を

改正する告示(平成 28年厚生労働省告示第 354号。以下「改正告示」という。)が平

成２８年９月２７日にそれぞれ公布され、改正省令の一部及び機能安全指針につい

ては公布の日から、改正省令のその他の部分及び改正告示については平成２９年４

月１日から、施行又は適用された。改正省令(指定外国検査機関に関する部分を除く。

以下同じ。)、機能安全指針及び改正告示は、近年の電気・電子技術やコンピュータ

技術等の進歩に伴い、機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)に対する

高度かつ信頼性の高い制御が可能となってきていることを踏まえ、ボイラーについ

て、従来の機械式の安全装置等に加え、新たに電気・電子・プログラマブル電子制

御(以下「電子等制御」という。)の機能を付加することによって機械等の安全を確

保する方策(以下「機能安全」という。)を労働安全衛生関係法令に位置づけ、安全

規制の高度化を図ることとしたものである。 

 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成 30 年政令第 184 号)が平成

３０年６月８日に、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成 30 年厚生労働

省令第 75 号)及び安全衛生特別教育規程等の一部を改正する告示(平成 30 年厚生労

働省告示第 249号)が平成３０年６月１９日にそれぞれ公布又は告示され、平成３１

年２月１日から施行又は適用することとされたところである。この改正省令にはボ

イラー及び圧力容器安全規則(昭和 47 年労働省令第 33 号)が含まれ、諸外国や国際

標準化機構(ISO)の動向等を踏まえ、高所作業において安全帯を使用させることを義

務付ける規定及び安全帯の使用状況の点検等を義務付ける規定等について、「安全帯」

を「墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具(以下「要求性能

墜落制止用器具」という。)」に改めるとともに、要求性能墜落制止用器具の安全要

件の向上を図ることとしたものである。 

 

２ クレーン等安全規則(昭和 47・9・30 労働省令 34号) 
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 （１）明治維新後から土木建築工事場安全及衛生規則の制定まで 

工場労働者を保護対象とする工場法においては、その付属規則である工場危害予

防及衛生規則でクレーン等を規制する条文は規定されなかった。土木建築労働者及

び交通運輸労働者を保護対象とする労働者災害扶助法(昭和 6・4・2 法律 54号)に

は、事業主に労働者が業務上の負傷・疾病にかかり死亡した場合、所定の療養費、

休業手当、障害扶助料等の支払いを義務付ける規制以外に、第５条に「行政官庁ハ

命令ノ定ムル所ニヨリ事業ノ行ハルル場所ニ於ケル危害ノ防止又ハ衛生ニ関シ必要

ナル事項ヲ事業主又ハ労働者ニ命ズルコトヲ得」が定められていた。この規定に基

づき、まず土石採取従事労働者の安全衛生を確保するための土石採取場安全及衛生

規則(昭和 9・3・5 内務省令 11号)が制定され、昭和９年６月１日から施行された。

次いで土木建築従事労働者の安全衛生を確保するための土木建築工事場安全及衛生

規則(昭和 12・9・30 内務省令 41号)が制定され、昭和１２年１０月１日から施行

された。 

クレーン等に関する規制としては、土石採取場安全及衛生規則が土石採取場のリ

フトの安全荷重、ワイヤロープの要件、負荷制限等について規制を、また、土木建

築工事場安全及衛生規則が建築現場で使用するエレベータの構造要件等、デリック・

リフト等の安全荷重、搭乗禁止、控えの要件、負荷制限等の規制をそれぞれ規定し

ていた。 

土石採取場安全及衛生規則のクレーン等に関する規制の概要は次のとおりである。 

① 坑内における通路等が巻揚装置に接近し危害のおそれがあるときは、隔壁を

設けなければならない（第 6条）。 

② 巻揚装置について所定事項（安全荷重の標示、安全荷重の算定方法、損傷し

た鋼索の使用禁止、制動装置の設置、構造物の倒壊防止措置、運転手の指定・

氏名の掲示、安全荷重を超える負荷の禁止、）を遵守しなければならない（第

10条）。 

③ 巻揚装置を設置した坑道等には合図するための信号装置を設けなければなら

ない（第 11条）。 

④ 巻揚装置等の機械設備の危害のおそれのある部分には柵、安全装置を設けな

ければならない（第 16条）。 

また、土木建築工事場安全及衛生規則のクレーン等に関する規制の概要は次のと

おりである。 

① 荷物用の巻揚運搬装置である起重機（現行の「クレーン」に相当）その他の

揚重機等（昇降機（現行の「エレベーター」に相当）を除く）に労働者を搭乗

させてはならない（第 17条）。 

② 労働者が搭乗する昇降機について一定の安全措置（安全荷重の標示、安全荷

重の算定方法、昇降体の落下防止安全装置の設置、損傷した鋼索の使用禁止、
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制動装置の設置、合図用信号装置の設置、昇降体に天井・床・周壁の設置、昇

降路の動揺防止措置、昇降路の出入口に扉等の設置）を遵守しなければなら

ない。また、労働者が搭乗する斜面軌道巻揚装置も同様の措置を遵守しなけ

ればならない（第 18条、第 19条）。 

③ 材料の巻揚運搬専用の巻揚装置（現行の「デリック」、「簡易リフト」、「建設

用リフト」に相当）について一定の安全措置（安全荷重の標示、安全荷重の

決定方法、損傷した鋼索の使用禁止、制動装置の設置、合図用信号装置の設

置、労働者の搭乗禁止の標示、ガイデリックの主柱の安全確保措置、三脚デ

リック等の転倒・倒壊防止措置、コンクリート昇降機の昇降路の動揺防止措

置、巻揚装置の支鋼索の安全基準、）を遵守しなければならない（第 20条）。 

④ 巻揚装置の取扱い措置（安全荷重を超える負荷の禁止、巻揚装置等の工事用

機械の運転手の指定・氏名の掲示）を遵守しなければならない（第 21条、第

22条）。 

⑤ 工事用機械等の機械設備の危害を生ずるおそれのある部分には柵、安全装置

を設けなければならない（第 23条）。 

（２）労働基準法に基づく労働安全衛生規則の制定まで 

土石採取場安全及衛生規則及び土木建築工事場安全及衛生規則のクレーン等規制

の部分は改正されることなく、戦後まで続いた。昭和２１年に大日本帝国憲法(明治

22・11・29)が日本国憲法(昭和 21・11・3)に改正され、昭和２２年５月３日に施行

された。日本国憲法第 27条第 2項の規定「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件

に関する基準は、法律でこれを定める」に基づき新憲法の直接の委任を受けた形で

新憲法の理念に基づき労働基準法(昭和 22・4・7 法律 49 号)が制定され、昭和２

２年９月１日及び同年１１月１日に施行された。クレーン等の規制に関係する労働

基準法の根拠条文は、「１ ボイラー及び圧力容器安全規則」の「（２）労働基準法

に基づく労働安全衛生規則の制定まで」の労働基準法の「第５章 安全及び衛生」

（第 42 条～第 54条）と同じである。 

労働基準法の制定に基づき労働安全衛生規則(昭和 22・10・31 労働省令 9号)が

制定され、昭和２２年１１月１日から施行された。 

クレーン等に関する規制としては、労働基準法に基づく旧労働安全衛生規則(昭和

22・10・31 労働省令 9号)の「第 3章 安全装置」の第 34条、「特別安全基準」の

「第２章 揚重機」（第 327条～第 375条）に規定された。その概要は次のとおりで

ある。 

① 規制対象として揚重機（現行の「クレーン」、「移動式クレーン」、「デリック」、

「エレベーター」、「建設用リフト」、「簡易リフト」に相当）の要件（一定の巻

上能力・つかみ能力以上又は一定の主柱等の長さ以上の起重機（現行の「クレ

ーン」に相当）、一定の巻上能力以上のデリック、一定の高さ又は積載能力以
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上のエレベータ）を定める（第 327条）。 

② 揚重機は、所轄労働基準監督署長の認可がなければ設置してはならない。揚重

機を設置しようとする者は摘要書・図面を添えて所轄労働基準監督署長に認

可申請を行わなければならない（第 38条、第 237条）。 

③ 揚重機の設置工事が落成したときは、所轄労働基準監督署長による落成検査

を受けなければならず、落成検査の合格時に交付される有効期間２年の揚重

機検査証（現行の「クレーン検査証」、「移動式クレーン検査証」、「デリック検

査証」、「エレベーター検査証」、「建設用リフト検査証」に相当）がなければそ

の使用が禁止される。また、揚重機検査証の書き換え手続きを定める。（第 331

条、第 332条）。 

④ 揚重機を有効期間満了後に引き続き使用しようとする者は、所轄労働基準監

督署長又は指定代行検査機関に性能検査申請書を提出しなければならない。

性能検査に合格した揚重機の有効期間は２年間とし、受検時の措置、指定代行

検査機関の申請手続き、遵守事項等を定める（第 39条～第 43条）。 

⑤ 揚重機の能力に関する部分を変更しようとするときは所轄労働基準監督署長

の変更認可を受けて、変更工事の落成後に所轄労働基準監督署長による変更

検査に合格しなければその使用が禁止される（第 333条、第 334条）。 

⑥ 揚重機の使用の廃止及び休止の手続き（現行の「廃止報告」及び「休止報告」

に相当）を定めるとともに、使用休止中に有効期間が満了した場合には性能検

査を受けなければ使用してはならない（第 335条）。 

⑦ 揚重機について定める構造設備の要件（主要部分の材料、巻胴（現行の「ドラ

ム」に相当）・みぞ車・滑車の径、巻上機の制動装置、巻過ぎ防止安全装置の

設置、鋼索（現行の「ワイヤロープ」に相当）の安全係数、信号装置等、ボル

ト等の脱落防止措置、運転台等への昇降設備、電気設備の感電防止措置、運転

台位置の視界の確保、運転室の具備事項、控線の支持条件、走行起重機等の緩

衝装置、ガイデリックの主要部分の安全係数、ブーム付き起重機の安全指示装

置、エレベータの人荷共用エレベータの安全装置・昇降体・平衡錘（現行の「カ

ウンターウェイト」に相当）・ガイド、昇降路の具備条件、コンクリート用エ

レベータの昇降塔の具備条件）を具備しなければならない（第 337条～第 358

条）。 

⑧ 揚重機について所定の管理（年次定期検査、月例検査、損傷鋼索の使用禁止、

使用時のブームの傾斜角の下限値、制限荷重の標示、過荷重試験、使用者の遵

守事項、起重機運転士の遵守事項）を行わなければならない。（第 359条～第

368条）。 

⑨ 起重機、エレベータの索等の切断事故があったときは、所轄労働基準監督署長

に報告しなければならない（第 58条）。 
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⑩ 起重機運転士免許（現行の「クレーン運転士免許」、「移動式クレーン運転士免

許」に相当）を受けた起重機運転士（現行の「クレーン運転士」、「移動式クレ

ーン運転士」に相当）でなければ起重機の運転業務につくことが禁止される。

18 歳に満たない者及び女子も当該業務が禁止される。また、起重機運転士免

許の交付・取消要件、起重機運転士試験（現行の「クレーン運転士免許試験」、

「移動式クレーン運転士免許試験」に相当）の受験・交付等の要件・手続きを

定める。（第 13条、第 14条、第 44条、第 369条～第 375条）。 

クレーン等の規制について、土石採取場安全及衛生規則及び土木建築工事場安

全及衛生規則から旧労働安全衛生規則への主要な変更点は、以下のとおりである。 

（ⅰ）規制対象を土木建築工事場等のみから一般の工場その他すべての業種に拡

大したこと 

（ⅱ）揚重機の設置・変更について労働基準監督機関による認可制度を導入した

こと 

（ⅲ）揚重機の落成検査・性能検査・変更検査及び有効期間のある検査証の制度

を導入したこと 

（ⅳ）揚重機の構造上の要件を新たに定めたこと 

（ⅴ）揚重機の管理に関する規定を新たに定めたこと 

（ⅵ）起重機運転士免許の制度を導入したこと 

（３）労働基準法に基づく「クレーン等安全規則」の制定まで 

旧労働安全衛生規則により揚重機の規制が導入された後、昭和３４年１０月１日

に玉掛け技能講習制度の導入等は行われたものの、揚重機自体に関する実質的な改

正は全くなされなかった。 

クレーン等については、戦後の経済発展に伴う利用範囲の拡大、技術進歩による

構造の多様化、性能の高度化の進展するとともに、設置数も急増し、災害発生件数

も大幅に増加している状況を踏まえ、クレーン等の災害防止対策の充実強化が求め

られることとなった。総理府の審議機関である臨時産業災害防止懇談会が昭和３３

年１１月に政府に提出した「産業災害防止対策に関する意見書」においても「重大

災害の頻発とその発生原因の実情にかんがみ急を要するもの、例えば、煙火爆発、

崩壊、ボイラ及び圧力容器、揚重機等について関係規則又は基準等を至急改正する」

べき旨を指摘している。また、同年９月には、労働大臣の諮問機関である中央労働

基準審議会が労働大臣に対して行った建議においても「災害防止を目的とする現行

の労働安全衛生規則をみるに、施行後１０年を経過しているため、その間における

科学技術の急速な進歩その他により必ずしも実情に即さないと認められる規定もな

しとしないし、又補充を要する部分も少なくないので、この際技術の進歩に即応さ

せるとともに、災害防止上必要な事項を整備する等労働安全法規について検討整備

を行う必要がある」旨述べている。 
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これらの状況を踏まえ、労働安全衛生規則(昭和 22・10・31 労働省令 9号)から

分離独立して「クレーン等安全規則」(昭和 37・7・31 労働省令 16号)が制定され、

昭和３７年１１月１日から施行された。 

クレーン等の規制について、旧労働安全衛生規則から「クレーン等安全規則」へ

の主要な変更点は、以下のとおりである。 

（ⅰ）従来のクレーン等の能力による適用範囲の区分を廃して、原則として小能

力のものも含めすべてのクレーン等を規制対象にするとともに、新たにジン

ポール、建設工事用の二本構タワー、ユニバーサルリフト等についても、必

要な規制を行うようにしたこと 

（ⅱ）巻揚げ荷重が３トン以上のクレーン及び移動式クレーンはすべて製造認可

の対象とし、当該クレーン等がユーザーのもとに引き渡される前にその安全

性を確保するようにしたこと 

（ⅲ）移動式クレーンは設置時の落成検査に代えて製造時の製造検査を受けなけ

ればならないこととしたこと 

（ⅳ）クレーンと建設物との間の間隔及び通路について、必要な規制を設けたこ

と 

（ⅴ）クレーン等の安全な使用の確保及び性能の保持のための措置について規制

の整備を図ったこと 

（ⅵ）従前は起重機運転士免許を所持していればクレーン、移動式クレーンもデ

リックも運転できたが、クレーンと移動式クレーンの運転はクレーン運転士

免許に、デリックの運転はデリック運転士免許の２本立てに分離したこと 

（ⅶ）玉掛用具について、その安全係数、廃棄限度等必要な要件を規制するとと

もに、新たに玉掛技士免許の制度を導入することとしたこと 

（ⅷ）従前はクレーン等の構造要件は規則に定めていたが、これを告示で定める

こととしたこと。具体的には、クレーン構造規格、デリック構造規格、エレ

ベータ構造規格、建設工事用リフト構造規格を新たに告示として定めるとと

もに、クレーン運転士及びデリック運転士の試験に関する事項、玉掛技士講

習に関する事項も告示で定めたこと 

（ⅸ）クレーン等の安全装置については、その構造、機能及び試験方法を構造規

格中に明示して、その性能を確保することとし、安全装置の性能認定に関す

る規定は、これを削除することとしたこと 

（３）労働安全衛生法に基づく「クレーン等安全規則」の制定まで 

その後、クレーン等の構造の進歩、クレーン関係災害の発生状況にかんがみ、「ク

レーン等安全規則」(昭和 37・7・31 労働省令 16号)が昭和４６年に改正（昭和 46

年 7月 16日公布）され、同年９月１日から施行された。 

クレーン等の規制について、改正「クレーン等安全規則」等の主要な変更点は、
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以下のとおりである。 

（ⅰ）クレーンについては、つり上げ荷重が１トン以上のスタッカー式クレーン

を製造認可と設置認可の規制の対象としたこと。移動式クレーンについては、

定義の改正に伴い鉄道クレーン、浮きクレーン等についても移動式クレーン

として規制対象に含まれることとなったこと。 

（ⅱ）製造認可と設置認可の規制対象外の小型のクレーン等についても各構造規

格を具備しなければ譲渡・貸与・設置してはならないこととなったこと 

（ⅲ）従前のクレーン等の落成検査・製造検査・再使用検査・変更検査・性能検査

はいずれも定荷重試験と過荷重試験の２種類の荷重試験を行う方式であっ

たが、これに代えて、落成検査・製造検査・再使用検査・変更検査の荷重試

験は過荷重試験、性能検査の荷重試験は定格荷重試験のみそれぞれ１種類の

荷重試験を行う方式に改めることとなったこと 

（ⅳ）クレーンについては定格荷重を超える荷重をかける過荷重が原則禁止され

るとともに、やむを得ない場合で所轄労働基準監督署長への特例報告その他

一定の遵守事項を講じたときは例外的に過荷重で使用することができるこ

ととしたこと。また、移動式クレーン及びエレベータについては過荷重での

使用が全面的に禁止されたこと。 

（ⅴ）クレーン等に労働者を搭乗させることを原則禁止するとともに、やむを得

ない場合等で専用の搭乗設備に乗せる等所要の措置を講じたときは例外的

に搭乗させることができる規定を定めたこと 

（ⅳ）従前のクレーン運転士免許をクレーン運転士免許と移動式クレーン運転士

免許に分離し、移動式クレーン運転士免許に関する受検手続等を定めたこと。

また、身体障害者に対する限定免許制度を創設したこと 

（ⅴ）玉掛け業務の就業制限の範囲をつり上げ荷重が従前の３トン以上から１ト

ン以上に拡大するとともに、つり上げ荷重が１トン未満の玉掛け業務につい

ても技能を選考して指名した者でなければつかせてはならないこととした

こと 

（ⅵ）エレベータ検査証の有効期間を２年から１年に短縮するとともに、性能検

査は性能検査代行者ができるようにしたこと。 

（ⅶ）簡易リフトの定義を変更し、搬器の床面積と天井の高さに制限を設けると

ともに、改正後の簡易リフトは設置認可、落成検査・性能検査・変更検査を

受ける検査証交付対象機械から除外し、設置報告の対象に改めたこと 

（ⅷ）性能検査代行者の変更事項について、従前の労働大臣への届出制から承認

制に変更となったこと 

労働安全衛生法(昭和 47・6・8 法律 57号)が昭和４７年に労働基準法(昭和 22・

4・7 法律 49 号)から分離独立して制定され、昭和４７年１０月１日から施行され
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た。クレーン等の規制に関係する労働安全衛生法の根拠条文は、「１ ボイラー及び

圧力容器安全規則」の「（２）労働安全衛生法に基づく「ボイラー及び圧力容器安全

規則」の制定まで」の労働安全衛生法の（第 14条～第 112条）と同じである。 

労働安全衛生法の制定に伴い、労働基準法に基づく「クレーン等安全規則」(昭和

37・7・31 労働省令 16号)が廃止され、労働安全衛生法に基づく「クレーン等安全

規則」(昭和 47・9・30 労働省令 34号)が新たに制定され、昭和４７年１０月１日

から施行された。この新規則は、旧規則の名宛人の「使用者」を「事業者」に変更

したものである。 

クレーン等の規制について、労働基準法に基づく「クレーン等安全規則」から労

働安全衛生法に基づく「クレーン等安全規則」への主要な変更点は、以下のとお

りである。 

（ⅰ）クレーン等の設置認可制度・変更認可制度を廃止し、届出制度に移行する

とともに、届出事項を整備したこと 

（ⅱ）移動式クレーン検査証は、製造検査又は使用検査に合格した移動式クレー

ンについて都道府県労働基準局長が交付すること 

（ⅲ）小型のクレーン等の運転又はつり上げ荷重が１トン未満の玉掛けの業務に

つかせるときの特別教育の制度を導入し、その科目等を定めたこと 

（ⅳ）クレーンの組立又は解体の作業を行うときは、作業指揮者を選任する等所

定の措置を講じなければならないことを定めたこと 

（ⅴ）使用を休止したクレーン等（建設用リフトを除く）を再び使用しようとす

るときは、使用再開検査を受けなければならないこと 

（ⅵ）クレーン・移動式クレーン・デリックについて運転実技講習の制度が導入

されたこと 

（４）現行の「クレーン等安全規則」まで 

その後、現在に至るまでのクレーン等の規制に関する法令の主要な改正について、

順次示す。 

クレーン構造規格（昭和 51 年労働省告示第 80 号）及び移動式クレーン構造規格

（昭和 51 年労働省告示第 81 号）が昭和５１年８月５日に公布され、一部の規定を

除き昭和５１年１１月１日から適用されることとなった。この改正は、従来のクレ

ーン構造規格（昭和 37 年労働省告示第 53 号）及び移動式クレーン構造規格（昭和

37 年労働省告示第 54 号）を廃止し、最新の使用材料、構造、機能及び工作技術に

適応するよう規格の内容を全面的に見直したものである。 

クレーン等安全規則の一部を改正する省令（昭和 51 年労働省令第 43 号）が昭和

５１年１２月１５日に公布され、同月２０日から施行された。この改正は、昭和５

１年８月５日に公布されたクレーン構造規格（昭和 51 年労働省告示第 80 号）及び

移動式クレーン構造規格（昭和 51 年労働省告示第 81 号）との関連から、①クレー
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ン・移動式クレーンを使用するときは設計の基準とされた負荷条件で使用すること

に留意すること、②クレーン・移動式クレーンのフックに外れ止め装置を使用させ

ること、③クレーン・移動式クレーンの定格荷重を表示等させること等の措置を導

入したことが規定された。 

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令（昭和 53 年労働省令第 35 号）が昭和

５３年９月２９日に公布され、同年１０月１日から施行された。この改正にはクレ

ーン等安全規則も含まれ、①クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許及び

デリック運転士免許から玉掛業務の就業資格を分離し、これらの免許を所持しても

玉掛技能講習を修了していなければ玉掛業務につけないこと、②特別教育について

も、小型のクレーン・移動式クレーン・デリックの運転業務とつり上げ荷重１トン

未満の玉掛業務とを分離したことが規定された。 

クレーン構造規格の一部を改正する告示（昭和 57 年労働省告示第 23 号）が昭和

５７年３月２７日に公布され、同年６月１日から適用されることとなった。この改

正は、クレーンに設けられる電気機械器具に給電するための裸トロリ線による感電

災害を防止するため裸トロリ線の構造基準等の規制強化を行ったものである。 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成 2 年政令第 253 号)及び労働安

全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(平成 2 年政令第 254 号)は、平成 2年

８月３１日に公布され、同年１０月１日から施行された。また、クレーン等安全規

則の一部を改正する省令(平成 2 年労働省令第 21 号)は、平成２年９月１３日に公

布され、同年１０月１日から施行されることとなった。この改正は、最近における

クレーン等に係る労働災害の発生状況等にかんがみ、就業制限業務として、①床上

で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン(以

下「床上操作式クレーン」という。)でつり上げ荷量が 5トン以上のものの運転の業

務、②つり上げ荷量 1 トン以上 5 トン未満の移動式クレーンの運転の業務を追加す

ることが規定された。 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成 4 年政令第 246 号)は、平成４

年７月１５日に公布され、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成 4 年労

働省令第 24 号)が平成４年８月２４日に公布され、それぞれ一部の規定を除き、平

成４年１０月１日から施行された。この改正にはクレーン等安全規則も含まれ、①

特定の玉掛け方法等によりクレーン等に係る作業を行う場合において、荷等の下へ

の立入りを禁止したこと、②天井クレーンのクレーンガーダ上等において作業を行

う場合の墜落等の危険防止措置を追加したこと、③クレーン・移動式クレーン・デ

リックに係る作業を行う場合において、強風時の作業の中止を追加したこと、④強

風によりジブクレーンのジブが損壊し又は移動式クレーンが転倒するおそれのある

ときの危険防止措置を追加したこと、⑤移動式クレーンを用いた作業を行うときは、

その転倒等による危険を防止するため、作業開始前に作業方法等を定め、周知する
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ことを追加したこと、⑥地盤軟弱等により転倒するおそれのある場所での移動式ク

レーンを用いた作業を禁止したこと、⑦敷鉄板等の上にアウトリガーを使用する移

動式クレーンを設置する場合には、転倒するおそれのない位置に設置しなければな

らないこと、⑧移動式クレーンを使用して作業を行う場合には、アウトリガー又は

クローラを原則として最大限に張り出さなければならないこと、⑨ 移動式クレー

ンの上部旋回体に接触するおそれのある箇所への立入りを禁止したこと、⑩磁力又

は陰圧により吸着させる玉掛用具、チェーンブロック、チェーンレバーホイスト及

びつりクランプについて、その使用荷重等に応じて使用しなければならないことが

規定された。 

エレベーター構造規格(平成 5 年労働省告示第 91 号)が平成５年８月２日に公布

され、平成５年１２月１日から適用された。この改正は、従来のエレベーター構造

規格(昭和 37 年労働省告示第 56 号)を廃止し、最新の技術の進歩、建築物の高層化

の進展に対応させるとともに、諸外国のエレベーターの構造に関する規格及び建築

基準法(昭和 25 年法律第 201 号)のエレベーターの構造に関する技術的基準との整

合性の確保を図るため、規格の内容を全面的に見直したものである。 

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令（平成 6年労働省令第 20号）が平成６

年３月３０日に公布され、同年７月１日から施行された。この改正にはクレーン等

安全規則も含まれ、行革大綱（平成 6年 2月 15日）を踏まえ、①ガイドレールの高

さが１０メートル以上１８メートル未満の建設用リフトを設置しようとする場合は、

建設用リフトの設置報告が不要となったこと、②事業者が事故報告を提出すべき事

故に関する規定を労働安全衛生規則に統合するとともに、事故報告の様式の見直し

が規定された。 

クレーンの構造規格(平成 7 年労働省告示第 134 号)及び移動式クレーン構造規格

(平成 7 年労働省告示第 135 号)が平成７年１２月２６日に公布され、平成８年２月

１日から適用された。この改正は、従来のクレーン構造規格(昭和 51 年労働省告示

第 80 号)及び移動式クレーン構造規格を廃止し、最近における技術の進歩に対応さ

せるとともに、ISO(国際標準化機構)及び諸外国のクレーン及び移動式クレーンの構

造に関する規格との整合性の確保を図るため、従来の規格を全面的に見直したもの

である。 

クレーン等安全規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令（平成 10年労働

省令第 3 号）が平成１０年２月２５日に公布され、同年３月３１日に施行された。

この改正は、床上運転式クレーンの運転に限定したクレーン運転士免許を創設する

とともに、当該限定免許の受検手続、免許証の交付等手続き、実技教習等について

規定された。 

労働安全衛生規則及びクレーン等安全規則の一部を改正する省令(平成 10 年労働

省令第 26 号)が平成１０年６月２４日に公布され、同日から施行された。この改正
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は、クレーン等の玉掛けに用いられるつりチェーン等の安全係数について、従前の

一律５以上から一定の要件を具備するものは４以上でよいとする見直しが規定され

た。 

クレーン構造規格の一部を改正する告示（平成 13 年厚生労働省告示第 41 号）が

平成１３年２月２３日に公布され、同年４月１日から適用された。この改正は、ク

レーンのつり上げ装置としてジャッキ式つり上げ装置を用いる場合、その保持機構

の安全要件が規定された。 

エレベーター構造規格の一部を改正する告示(平成 15 年厚生労働省告示第 8 号)

は、平成１５年２月６日に公示され、同年３月３１日から適用された。この改正は、

技術の進歩等に伴うエレベーターの多様化・高性能化への対応、性能規定化への対

応等のため、所要の見直しが行われた。 

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令（平成 18年厚生労働省令第 1号）が平

成１８年２月１６日に公布され、同年４月１日から施行された。この改正は、労働

安全衛生規則（昭和 47 年労働省令第 32号）及びクレーン等安全規則（昭和 47年労

働省令第 34 号）を改正し、クレーン運転士免許及びデリック運転士免許を統合して

「クレーン・デリック運転士免許」とするとともに、クレーン運転士免許試験、移

動式クレーン運転士免許試験及びデリック運転士免許試験規程（昭和 47年労働省告

示第 120 号）の一部を改正し、免許試験の科目の範囲等について見直し平成 18年 4

月 1日から適用された。 

クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格等の一部を改正する告示

（平成 30 年厚生労働省告示第 33 号）は、平成３０年２月２６日に 告示され、同

年３月１日から適用された。この改正は、移動式クレーン構造規格について、ISO（国

際標準化機構）規格との整合性を推進する観点から、移動式クレーンの設計法とし

て従来の許容応力法に加えて限界状態設計法を導入するとともに、つり上げ荷重が

３トン未満の移動式クレー ン等について、荷重計以外の過負荷を防止するための装

置を義務付けること等により移動式クレーンの一層の安全確保等を図ったものであ

る。 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成 30 年政令第 184 号)が平成３

０年６月８日に、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成 30 年厚生労働省

令第 75 号)及び安全衛生特別教育規程等の一部を改正する告示(平成 30 年厚生労働

省告示第 249 号)が平成３０年６月１９日にそれぞれ公布又は告示され、平成３１年

２月１日から施行又は適用することとされたところである。この改正省令にはクレ

ーン等安全規則（昭和 47 年労働省令第 34 号）が含まれ、諸外国や国際標準化機構

(ISO)の動向等を踏まえ、高所作業において安全帯を使用させることを義務付ける規

定及び安全帯の使用状況の点検等を義務付ける規定等について、「安全帯」を「墜落

による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具(以下「要求性能墜落制止
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用器具」という。)」に改めるとともに、要求性能墜落制止用器具の安全要件の向上

を図ることとしたものである。 
クレーン等の免許・資格の変遷を次に示す。 
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３ ゴンドラ安全規則(昭和 47・9・30 労働省令 35号) 
 （１）ゴンドラ安全規則(昭和 44・10・1 労働省令 23号)の制定まで 

ゴンドラは、つり足場及び昇降装置その他の装置並びにこれらに附属する物によ

り構成され、当該つり足場の作業床が専用の昇降装置により上昇し、又は下降する

装置と定義される（労働安全衛生法施行令(昭和 47・8・19 政令 318 号)第 1 条第

11号）。 

経済発展に伴い、ビルの清掃、建設物や船舶等の塗装、溶接等の作業にゴンドラ

が多用され、昭和４３年ごろからゴンドラ災害が発生するようになった。しかし、

物品を運搬する簡易リフトでさえかなり詳細な規制を受けていたのに対して、人が

乗るゴンドラについては、労働安全衛生規則(昭和 22・10・31 労働省令 9号)でつ

り足場として数箇条の規制がなされていたのみであった。 

当時のつり足場の規制は、足場一般の規制に加えて、その概要は次のとおりであ

った。 

（ⅰ）つり足場の組立・解体・変更時における、作業主任者の直接の指揮のもと

での作業、作業の時期・範囲・順序の事前周知、関係者以外立入禁止の掲示、

悪天候時の作業中止、一定の作業時に命綱の使用等の措置、材料等の上げ下

ろし時につり綱等の使用（第 108条の 4） 

（ⅱ）作業開始前につり足場を点検し、危険のおそれのあるときの補修（第 108条

の 6） 

（ⅲ）つり足場等作業主任者による材料の点検と不良品の除去、器具・工具・命

綱・保護帽の点検と不良品の除去、作業方法・労働者の配置の決定、作業進

行状況の看視、命綱・保護帽の使用状況の看視（第 108条の 7） 

（ⅳ）つり足場自体の構造要件（安全荷重、つり鋼索・突りょう足場けたの安全

係数、作業床の支持方法、つり鋼索の使用基準、つり装置の歯止め、作業床

の幅・厚さ等、動揺・転位防止措置、支持台としての使用禁止）（第 110条） 

このような状況下において、昭和４４年４月２４日に東京都渋谷のデパートの窓

ふき作業中のゴンドラが落下し、ゴンドラに乗っていた作業員１名が死亡するとと

もに、音楽教室に行くため下の歩道を歩いていた小学生２名が圧死するという悲惨

な災害が発生した。高さ３１メートル、８階建てのビルには外側の窓ガラスを毎月

１回拭くための無軌条式電動ゴンドラ（自重 150kg、積載荷重 200kg）が設置されて

いた。災害発生状況は、当日に東側の窓ガラスを拭き終わり、一旦ゴンドラを屋上

に挙げてから南側に移動しようとしてゴンドラ内の作業員が上昇スイッチを押した

ところ、ガタン、ガタンと音を立てて２回数メートルずつゴンドラが降下し、それ

から速度を増して道路上に落下したものである。災害発生原因は、ゴンドラはモー

ターから減速機を経て巻上げドラムでつり上げる機構であったが、減速機のギアの
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調整が悪くかみ合わせが浅くなっており、当日の上昇操作でギアが外れて制動が利

かず巻き上げドラムが空転してゴンドラが落下したものである。 

また、この災害の５日後に東京都中央区兜町でビルの外装清掃中のゴンドラが片

づりになり、作業員２名が道路上に転落して死亡するという災害も発生した。 

これらの災害を契機として、労働省は全国の２７９事業場を対象に一斉監督指導

を実施するとともに、過去のゴンドラ災害の分析検討を行った結果、現行の労働安

全衛生規則のつり足場関係条項では災害を防止するのに不十分であることが明らか

となった。これらの状況を踏まえ、労働基準法に基づきゴンドラ安全規則(昭和 44・

10・1 労働省令 23号)が新たに制定され、昭和４５年４月１日から施行された。 

ゴンドラ安全規則の要点は以下のとおりである。 

（ⅰ）ゴンドラは、あらかじめ行政官庁に認可を受けなければ製造し、変更し又

は設置してならないこと 

（ⅱ）ゴンドラの構造上の安全条件をゴンドラ構造規格として定めること。また、

このゴンドラ構造規格に適合することが上記（ⅰ）の認可の条件となること 

（ⅲ）認可を受けた後１年を経過した場合は、性能検査に合格したゴンドラでな

ければ使用してはならないこと 

（ⅳ）ゴンドラの操作は、技能を選考して指名した者でなければ行わせてはなら

ないこと 

（ⅴ）作業開始前の点検義務を定めたこと 

（ⅵ）ゴンドラを使用して作業を行っている箇所の下方への立入禁止措置を定め

たこと 

また、ゴンドラ安全規則の概要は次のとおりである。 
① ゴンドラ、積載荷重、定格速度及び許容下降速度の定義を定める（第 1条）。 

② ゴンドラを製造しようとする者は、都道府県労働基準局長の製造認可を受け

なければならず、製造認可はゴンドラ構造規格に適合しないものについては

与えない。（第 2条）。 

③ 製造認可を受けた者は所轄都道府県労働基準局長による製造検査を受けなけ

ればならない。なお、製造検査に合格した証として、ゴンドラに刻印を付す

とともに製造検査済のゴンドラ明細書が交付される。（第 3条、第 4条）。 

④ 使用検査は申請を受けて都道府県労働基準局長が行う。また、受検手続、受

検時の遵守事項について定める（第 5条、第 6条）。 

⑤ ゴンドラを設置しようとする者は所轄労働基準監督署長の設置認可を受けな

ければならず、設置認可は製造検査に合格していないものについては与えな

い。設置認可を受けたゴンドラ以外は使用してはならない（第 7条、第 9条）。 

⑥ 所轄労働基準監督署長は設置認可を受けたゴンドラに有効期間 1 年のゴンド

ラ検査証を交付する。所轄労働基準監督署長又は性能検査代行者が行う性能
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検査に合格した場合は、ゴンドラ検査証の有効期間を 1 年延長する。（第 8

条）。 

⑦ ゴンドラ構造規格に適合した状態にゴンドラを保持しなければならない（第

10条）。 

⑧ 技能選考後の指名者でなければゴンドラの操作の業務につけてはならない。

ゴンドラの操作者は使用中に操作位置を離れてはならない。ゴンドラの操作

の合図を定め、合図者を指名して合図を行わせなければならない（第 11条、

第 14条、第 15条）。 

⑨ ゴンドラに積載荷重を超える荷重をかけて使用してはならない。ゴンドラの

作業床の上で脚立等を使用して作業させてはならない。ゴンドラ作業箇所の

下方は関係者以外の者を立入禁止させ、その掲示をしなければならない。悪

天候のため危険が予想されるときは、ゴンドラ作業を行ってはならない（第

12条、第 13条、第 17条、第 18条）。 

⑩ ゴンドラの作業床で作業を行う場合は、命綱を使用させなければならない。

ゴンドラ作業を行う場合は、必要な照度を保持しなければならない（第 16条、

第 19条）。 

⑪ 作業開始前にゴンドラの一定事項について点検を行い、異常を認めたときは

補修しなければならない（第 20条）。 

⑫ ゴンドラ検査証の有効期間を経過したゴンドラについては、所轄労働基準監

督署長又は性能検査代行者が行う性能検査に合格した者でなければ使用して

はならない。また、性能検査の受検手続等について定める（第 21 条～第 22

条）。 

⑬ 設置されているゴンドラの一定部分を変更しようとするときは、所轄労働基

準監督署長の変更認可を受けなければならない（第 23条）。 

⑭ 変更認可を受けたゴンドラは、所轄労働基準監督署長による変更検査を受け

なければならず、変更検査に合格したゴンドラ以外は使用してはならない。

また、受検手続、受検時の遵守事項について定める（第 9条、第 24条、第 25

条） 

⑮ ゴンドラの使用の廃止及び休止の手続きを定める（第 26条）。 

⑯ 性能検査代行者の労働大臣への指定申請・変更の手続き及びゴンドラ代行検

査報告書の所轄労働基準監督署長への提出について定める（第 27条）。 

⑰ ゴンドラに事故が発生したときは、所轄労働基準監督署長にゴンドラ事故報

告書を提出しなければならない（第 28条） 

また、ゴンドラ安全規則第 2 条第 2 項に基づき、ゴンドラの構造要件としてゴン

ドラ構造規格(昭和 44・12・27 労働省告示 53 号)が制定され、昭和４５年４月１

日に施行された。ゴンドラ構造規格には、構造部分等（材料、許容応力、強度計算
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等、作業床等、加工）、機械部分（ブレーキ等、安全装置等）、ワイヤロープ等、雑

則（標示等）が規定された。 

（３）労働安全衛生法に基づく「ゴンドラ安全規則」の制定まで 

労働安全衛生法(昭和 47・6・8 法律 57号)が昭和４７年に労働基準法(昭和 22・

4・7 法律 49号)から分離独立して制定されたことに伴い、労働基準法に基づく「ゴ

ンドラ安全規則」(昭和 44・10・1 労働省令 23号)が廃止され、労働安全衛生法に

基づく「ゴンドラ安全規則」(昭和 47・9・30 労働省令 35 号)が新たに制定され、

昭和４７年１０月１日から施行された。この新規則は、旧規則の名宛人の「使用者」

を「事業者」に変更したものである。 

ゴンドラの規制について、労働基準法に基づく「ゴンドラ安全規則」から労働安

全衛生法に基づく「ゴンドラ安全規則」への主要な変更点は、以下のとおりであ

る。 

（ⅰ）ゴンドラ検査証は、製造検査又は使用検査に合格したゴンドラについて都

道府県労働基準局長が交付すると定めたこと 

（ⅱ）ゴンドラの設置認可制度及び変更認可制度を廃止して届出制度に改めると

ともに、届出事項等を整備したこと 

（ⅲ）ゴンドラの操作の業務につかせるときの特別教育の制度を導入し、その科

目等を定めたこと 

（ⅳ）ゴンドラについて定期自主検査の制度を導入し、その実施時期、検査項目、

記録の作成等を定めたこと 

（ⅴ）使用を休止したゴンドラを再び使用しようとする場合は、所轄労働基準監

督署長の使用再開検査を受けなければならないと定めたこと 

（４）現行の「ゴンドラ安全規則」まで 

ゴンドラ構造規格(平成 6年労働省告示第 26号)が平成 6年 3月 28日に公布され、

平成 6年 8月 1 日から適用されることとなった。この改正は、最近におけるゴンド

ラに係る技術の進歩及びゴンドラを使用する建築物の高層化の進展に対応させると

ともに、諸外国のゴンドラの構造に関する規格との整合性の確保を図るため、ゴン

ドラ構造規格を全面的に見直すこととし、従前のゴンドラ構造規格(昭和 44 年労働

省告示 53 号)を廃止し、新たなゴンドラ構造規格(平成 6 年労働省告示 26 号)が制

定された。 

従前の「ゴンドラ構造規格」から新たな「ゴンドラ構造規格」への主要な変更点

は、以下のとおりである。 

（ⅰ）構造部分に使用できる材料にステンレス鋼及びアルミニウム合金を追加し、

それに伴う所要の整備を行ったこと 

（ⅱ）国際単位系との整合性を図るため、力の単位を「ニュートン」とし、それに

伴う所要の整備を図ったこと 
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（ⅲ）輸入したゴンドラに対応できるよう規定を整備したこと 

（ⅳ）材料に係る計算に使用する許容応力の値を計算式により求めることとした

こと 

（ⅴ）積載荷重、昇降慣性力及び走行慣性力を求める基準を変更したこと 

（ⅵ）軌道式のゴンドラの軌道切り替え部での脱輪の防止のための構造を定めた

こと 

（ⅶ）管等で覆われているワイヤロープについて、容易に点検できる構造を定め

たこと 

（ⅷ）人力によるゴンドラ（人力により昇降するゴンドラ）のブレーキに関する

規定を削除したこと 

（ⅸ）その他クレーン構造規格等との整合性を図ったこと 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成 30年政令第 184号)が平成３０

年６月８日に、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成 30 年厚生労働省

令第 75 号)及び安全衛生特別教育規程等の一部を改正する告示(平成 30 年厚生労

働省告示第 249号)が平成３０年６月１９日にそれぞれ公布又は告示され、平成３

１年２月１日から施行又は適用することとされたところである。この改正省令に

はクレーン等安全規則（昭和 47年労働省令第 34号）が含まれ、諸外国や国際標準

化機構(ISO)の動向等を踏まえ、高所作業において安全帯を使用させることを義務

付ける規定及び安全帯の使用状況の点検等を義務付ける規定等について、「安全帯」

を「墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具(以下「要求性

能墜落制止用器具」という。)」に改めるとともに、要求性能墜落制止用器具の安

全要件の向上を図ることとしたものである。 
現行のゴンドラ安全規則の概要は次のとおりである。 
① ゴンドラ、積載荷重、定格速度及び許容下降速度の定義を定める（第 1条）。 

② ゴンドラを製造しようとする者は、都道府県労働局長の製造許可を受けなけ

ればならない。製造許可を受けた者が検査設備等を変更したときは所轄都道

府県労働局長に報告しなければならない。（第 2条、第 3条）。 

③ ゴンドラを製造した者は所轄都道府県労働局長による製造検査を受けなけれ

ばならない。なお、製造検査に合格した証として、ゴンドラに刻印を付すと

ともに製造検査済のゴンドラ明細書が交付される。また、受検手続、受検時

の遵守事項について定める（第 4条、第 5条）。 

④ 輸入、廃止等をしたゴンドラは都道府県労働局長による使用検査を受けなけ

ればならない。なお、製造検査に合格した証として、ゴンドラに刻印を付す

とともに製造検査済のゴンドラ明細書が交付される。また、受検手続、受検

時の遵守事項について定める（第 6条、第 7条）。 

⑤ 所轄都道府県労働局長等は製造検査又は使用検査に合格したゴンドラに有効
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期間 1 年のゴンドラ検査証を交付する。ゴンドラ検査証の書き換え・再交付

手続きを定める（第 8条、第 9条）。 

⑥ ゴンドラを設置しようとする事業者は所轄労働基準監督署長にゴンドラ明細

書、ゴンドラ検査証を添えてゴンドラ設置届を提出しなければならない（第

10条）。 

⑦ ゴンドラ構造規格に適合するゴンドラでなければ使用してはならない（第 11

条）。 

⑧ ゴンドラの操作の業務につかせるときは所定の科目等の特別教育を行わなけ

ればならない。ゴンドラの操作者は使用中に操作位置を離れてはならない。

ゴンドラの操作の合図を定め、合図者を指名して合図を行わせなければなら

ない（第 12条、第 15条、第 16条）。 

⑨ ゴンドラに積載荷重を超える荷重をかけて使用してはならない。ゴンドラの

作業床の上で脚立等を使用して作業させてはならない。ゴンドラ作業箇所の

下方は関係者以外の者を立入禁止させ、その掲示をしなければならない。悪

天候のため危険が予想されるときは、ゴンドラ作業を行ってはならない（第

13条、第 14条、第 18条、第 19条）。 

⑩ ゴンドラの作業床で作業を行う場合は、要求性能墜落制止用器具等を使用さ

せなければならない。ゴンドラ作業を行う場合は、必要な照度を保持しなけ

ればならない（第 17条、第 20条）。 

⑪ ゴンドラは、1 月以内ごとに 1 回所定事項について定期自主検査を行い、作

業開始前に一定事項の点検を行わなければならない。また、定期自主検査又

は点検で異常を認めたときは補修しなければならない（第 21条～第 23条） 

⑫ ゴンドラ検査証の有効期間の更新を受けようとする者は登録性能検査機関に

よる性能検査を受けなければならない。また、受検手続、受検時の遵守事項

について定める（第 24条～第 27条の 2）。 

⑬ ゴンドラの一定部分を変更しようとするときは、所轄労働基準監督署長に変

更届を提出しなければならない（第 28条）。 

⑭ 一定部分に変更を加えたゴンドラは、所轄労働基準監督署長による変更検査

を受けなければならない。また、受検手続、受検時の遵守事項等について定

める（第 29条～第 31条） 

⑮ ゴンドラの使用の廃止及び休止の手続きを定める（第 32条、第 36条）。 

⑯ 使用を休止したゴンドラを再び使用しようとする者は所轄労働基準監督署長

による使用再開検査を受けなければならない。また、受検手続、受検時の遵

守事項等について定める（第 32条～第 35条） 

 
Ⅱ 労働安全衛生法及び労働安全衛生規則(昭和 47・9・30労働省令 32号)との関係 
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１ 労働安全衛生法(昭和 47・6・8 法律 57号)との関係 

現行の「ボイラー及び圧力容器安全規則」(昭和 47・9・30 労働省令 33号)、クレ

ーン等安全規則(昭和 47・9・30 労働省令 34号)及びゴンドラ安全規則(昭和 47・9・

30 労働省令 35号)（以下「特別安全規則」という）は、いずれも規制対象機械の製

造に始まり、設置、使用、変更、休止、廃止等に至る基本的にすべての段階における

規制が定められている。これらの根拠条文は、労働安全衛生法(昭和 47・6・8 法律

57号)の次の条文（罰則に関する部分を除く）である。 

第第３３章章  安安全全衛衛生生管管理理体体制制  
 （作業主任者） 
第１４条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理

を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働基準局

長の免許を受けた者又は都道府県労働基準局長若しくは都道府県労働基準

局長の指定する者が行なう技能講習を修了した者のうちから、労働省令で

定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その

者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の労働省令で定める事項を行

なわせなければならない。 
 
第第４４章章  労労働働者者のの危危険険又又はは健健康康障障害害をを防防止止すするるたためめのの措措置置  
 （事業者の講ずべき措置等） 
第２０条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならな

い。 
 一 機械、器具その他の設備（以下「機械等」という。）による危険 
 二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険 
 三 電気、熱その他のエネルギーによる危険 
第２６条 労働者は、事業者が第２０条から前条までの規定に基づき講ずる措置

に応じて、必要な事項を守らなければならない。 
第２７条 第２０条から第２５条まで及び第２５条の２第１項の規定により事

業者が講ずべき措置及び前条の規定により労働者が守らなければならない事

項は、厚生労働省令で定める。 
 
第第５５章章  機機械械等等及及びび有有害害物物にに関関すするる規規制制  
 第１節 機械等に関する規制 
 （製造の許可） 
第３７条 特に危険な作業を必要とする機械等として別表第１に掲げるもの

で、政令で定めるもの（以下「特定機械等」という。）を製造しようとする

者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長
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の許可を受けなければならない。 
２  都道府県労働局長は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請を

審査し、申請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大臣の定める基準に適

合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 
 （検査） 
第３８条 特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、特定機械等で厚生労

働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定

機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者

は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る

厚生労働省令で定める事項について、当該特定機械等が、特別特定機械等

（特定機械等のうち厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。）以外の

ものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは厚生

労働大臣の登録を受けた者（以下「登録製造時等検査機関」という。）の検

査を受けなければならない。ただし、輸入された特定機械等及びこれに係

る厚生労働省令で定める事項（次項において「輸入時等検査対象機械等」と

いう。）について当該特定機械等を外国において製造した者が次項の規定に

よる検査を受けた場合は、この限りでない。 
２  前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において特定機械

等を製造した者は、厚生労働省令で定めるところにより、輸入時等検査対

象機械等について、自ら、当該特定機械等が、特別特定機械等以外のもので

あるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは登録製造時

等検査機関の検査を受けることができる。 
一  当該特定機械等を本邦に輸出しようとするとき。 
二  当該特定機械等を輸入した者が当該特定機械等を外国において製造した

者以外の者（以下この号において単に「他の者」という。）である場合にお

いて、当該製造した者が当該他の者について前項の検査が行われることを

希望しないとき。 
３  特定機械等（移動式のものを除く。）を設置した者、特定機械等の厚生労

働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したも

のを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当

該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基

準監督署長の検査を受けなければならない。 
 （検査証の交付等） 
第３９条 都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関は、前条第１項又は

第２項の検査（以下「製造時等検査」という。）に合格した移動式の特定機

械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。 
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２  労働基準監督署長は、前条第３項の検査で、特定機械等の設置に係るも

のに合格した特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、

検査証を交付する。 
３  労働基準監督署長は、前条第３項の検査で、特定機械等の部分の変更又

は再使用に係るものに合格した特定機械等について、厚生労働省令で定め

るところにより、当該特定機械等の検査証に、裏書を行う。 
 （使用等の制限） 
第４０条 前条第１項又は第２項の検査証（以下「検査証」という。）を受け

ていない特定機械等（第３８条第３項の規定により部分の変更又は再使用

に係る検査を受けなければならない特定機械等で、前条第３項の裏書を受

けていないものを含む。）は、使用してはならない。 
２  検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにするのでなければ、譲渡

し、又は貸与してはならない。 
 （検査証の有効期間等） 
第４１条 検査証の有効期間（次項の規定により検査証の有効期間が更新さ

れたときにあつては、当該更新された検査証の有効期間）は、特定機械等の

種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。 
２  検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定める

ところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項

について、厚生労働大臣の登録を受けた者（以下「登録性能検査機関」とい

う。）が行う性能検査を受けなければならない。 
 （譲渡等の制限） 
第４２条 特定機械等以外の機械等で、別表第２に掲げるものその他危険若

しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又

は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定め

るものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲

渡し、貸与し、又は設置してはならない。 
（個別検定） 

第４４条  第４２条の機械等（次条第１項に規定する機械等を除く。）のうち、

別表第３に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、

厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者（以

下「登録個別検定機関」という。）が個々に行う当該機械等についての検定

を受けなければならない。 
２  前項の規定にかかわらず、同項の機械等を輸入した者が当該機械等を外

国において製造した者（以下この項において「外国製造者」という。）以外

の者（以下この項において単に「他の者」という。）である場合において、
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当該外国製造者が当該他の者について前項の検定が行われることを希望し

ないときは、当該外国製造者は、厚生労働省令で定めるところにより、自ら

登録個別検定機関が個々に行う当該機械等についての検定を受けることが

できる。当該検定が行われた場合においては、当該機械等を輸入した者に

ついては、同項の規定は、適用しない。 
３  登録個別検定機関は、前２項の検定（以下「個別検定」という。）を受け

ようとする者から申請があつた場合には、当該申請に係る機械等が厚生労

働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、当該機械等

を個別検定に合格させてはならない。 
４  個別検定を受けた者は、当該個別検定に合格した機械等に、厚生労働省

令で定めるところにより、当該個別検定に合格した旨の表示を付さなけれ

ばならない。 
５  個別検定に合格した機械等以外の機械等には、前項の表示を付し、又は

これと紛らわしい表示を付してはならない。 
６  第１項の機械等で、第４項の表示が付されていないものは、使用しては

ならない。 
 （定期自主検査） 
第４５条 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについ

て、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びそ

の結果を記録しておかなければならない。 
２  事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による

自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査（以下「特定自主検査」とい

う。）を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有

するもの又は第５４条の３第１項に規定する登録を受け、他人の求めに応

じて当該機械等について特定自主検査を行う者（以下「検査業者」という。）

に実施させなければならない。 
３  厚生労働大臣は、第１項の規定による自主検査の適切かつ有効な実施を

図るため必要な自主検査指針を公表するものとする。 
４  厚生労働大臣は、前項の自主検査指針を公表した場合において必要があ

ると認めるときは、事業者若しくは検査業者又はこれらの団体に対し、当

該自主検査指針に関し必要な指導等を行うことができる。 
 
第第６６章章  労労働働者者のの就就業業にに当当たたつつててのの措措置置  
 （安全衛生教育） 
第５９条 
３ 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者
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をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関す

る安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。 
 （就業制限） 
第６１条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものに

ついては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府

県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者

その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就か

せてはならない。 
２  前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務

を行なつてはならない。 
３  第１項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事

するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯してい

なければならない。 
４  職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）第２４条第１項（同法第

２７条の２第２項において準用する場合を含む。）の認定に係る職業訓練を

受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、前

３項の規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。 
 
第第８８章章  免免許許等等  
 （免許） 
第７２条 第１２条第１項、第１４条又は第６１条第１項の免許（以下「免

許」という。）は、第７５条第１項の免許試験に合格した者その他厚生労働

省令で定める資格を有する者に対し、免許証を交付して行う。 
２  次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない。 
一  第７４条第２項（第３号を除く。）の規定により免許を取り消され、その

取消しの日から起算して１年を経過しない者 
二  前号に掲げる者のほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定める者 
３  第６１条第１項の免許については、心身の障害により当該免許に係る業

務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものには、

同項の免許を与えないことがある。 
４  都道府県労働局長は、前項の規定により第６１条第１項の免許を与えな

いこととするときは、あらかじめ、当該免許を申請した者にその旨を通知

し、その求めがあつたときは、都道府県労働局長の指定する職員にその意

見を聴取させなければならない。 
第７３条 免許には、有効期間を設けることができる。 
２  都道府県労働局長は、免許の有効期間の更新の申請があつた場合には、
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当該免許を受けた者が厚生労働省令で定める要件に該当するときでなけれ

ば、当該免許の有効期間を更新してはならない。 
 （免許の取消し等） 
第７４条 都道府県労働局長は、免許を受けた者が第７２条第２項第２号に

該当するに至つたときは、その免許を取り消さなければならない。 
２  都道府県労働局長は、免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当する

に至つたときは、その免許を取り消し、又は期間（第１号、第２号、第４号

又は第５号に該当する場合にあつては、６月を超えない範囲内の期間）を

定めてその免許の効力を停止することができる。 
一  故意又は重大な過失により、当該免許に係る業務について重大な事故を

発生させたとき。 
二  当該免許に係る業務について、この法律又はこれに基づく命令の規定に

違反したとき。 
三  当該免許が第６１条第１項の免許である場合にあつては、第７２条第３

項に規定する厚生労働省令で定める者となつたとき。 
四  第１１０条第１項の条件に違反したとき。 
五  前各号に掲げる場合のほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定め

るとき。 
３  前項第３号に該当し、同項の規定により免許を取り消された者であつて

も、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、そ

の他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに

至つたときは、再免許を与えることができる。 
（厚生労働省令への委任） 
第７４条の２  前３条に定めるもののほか、免許証の交付の手続その他免許

に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 
 （試験） 
第７５条 免許試験は、厚生労働省令で定める区分ごとに、都道府県労働局

長が行う。 
２  前項の免許試験（以下「免許試験」という。）は、学科試験及び実技試験

又はこれらのいずれかによつて行う。 
３  都道府県労働局長は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労

働局長の登録を受けた者が行う教習を修了した者でその修了した日から起

算して１年を経過しないものその他厚生労働省令で定める資格を有する者

に対し、前項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することがで

きる。 
４  前項の教習（以下「教習」という。）は、別表第１７に掲げる区分ごとに
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行う。 
５  免許試験の受験資格、試験科目及び受験手続並びに教習の受講手続その

他免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 
 （技能講習） 
第７６条 第１４条又は第６１条第１項の技能講習（以下「技能講習」とい

う。）は、別表第１８に掲げる区分ごとに、学科講習又は実技講習によつて

行う。 
２  技能講習を行なつた者は、当該技能講習を修了した者に対し、厚生労働

省令で定めるところにより、技能講習修了証を交付しなければならない。 
３  技能講習の受講資格及び受講手続その他技能講習の実施について必要な

事項は、厚生労働省令で定める。 
 
第第１１００章章  監監督督等等  
 （計画の届出等） 
第８８条 事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、

危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するた

め使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移

転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を

当該工事の開始の日の３０日前までに、厚生労働省令で定めるところによ

り、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第２８条の２第

１項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているもの

として、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した

事業者については、この限りでない。 
６  労働基準監督署長は第１項又は第３項の規定による届出があつた場合に

おいて、厚生労働大臣は第２項の規定による届出があつた場合において、

それぞれ当該届出に係る事項がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違

反すると認めるときは、当該届出をした事業者に対し、その届出に係る工

事若しくは仕事の開始を差し止め、又は当該計画を変更すべきことを命ず

ることができる。 
 （報告等） 
第１００条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、こ

の法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定める

ところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサル

タントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 
２  厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を

施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところに
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より、登録製造時等検査機関等に対し、必要な事項を報告させることがで

きる。 
３  労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、

事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずること

ができる。 
 
第第１１１１章章  雑雑則則  
 （許可等の条件） 
第１１０条 この法律の規定による許可、免許、指定又は登録（第５４条の３

第１項又は第８４条第１項の規定による登録に限る。次項において同じ。）

には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 
２  前項の条件は、当該許可、免許、指定又は登録に係る事項の確実な実施を

図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該許可、免許、指定又は登

録を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。 
 （不服申立ての制限） 
第１１１条 第３８条の検査、性能検査、個別検定又は型式検定の結果につ

いての処分については、審査請求をすることができない。 
 （手数料） 
第１１２条 次の者は、政令で定めるところにより、手数料を国（指定試験機

関が行う免許試験を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定コン

サルタント試験機関が行う労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コン

サルタント試験を受けようとする者にあつては指定コンサルタント試験機

関、指定登録機関が行う登録を受けようとする者にあつては指定登録機関）

に納付しなければならない。 
一  免許を受けようとする者 
二  技能講習（登録教習機関が行うものを除く。）を受けようとする者 
三  第３７条第１項の許可を受けようとする者 
四  第３８条の検査（登録製造時等検査機関が行うものを除く。）を受けよう

とする者 
五  検査証の再交付又は書替え（登録製造時等検査機関が行うものを除く。）

を受けようとする者 
六  性能検査（登録性能検査機関が行うものを除く。）を受けようとする者 
七  個別検定（登録個別検定機関が行うものを除く。）を受けようとする者 
九  第七十二条第一項の免許証の再交付又は書替えを受けようとする者 
十  免許の有効期間の更新を受けようとする者 
十一  免許試験を受けようとする者 
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別別表表第第１１（（第第３３７７条条関関係係））  
一一  ボイラー 
二二  第一種圧力容器（圧力容器であつて政令で定めるものをいう。以下同じ。） 
 
別別表表第第２２（（第第４４２２条条関関係係））  
二  第二種圧力容器（第一種圧力容器以外の圧力容器であつて政令で定める

ものをいう。次表において同じ。） 
三  小型ボイラー 
四  小型圧力容器（第一種圧力容器のうち政令で定めるものをいう。次表に

おいて同じ。） 
七  クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置 
 
別別表表第第３３（（第第４４４４条条関関係係））  
二  第二種圧力容器 
三  小型ボイラー 
四  小型圧力容器 
 
別別表表第第１１８８（（第第７７６６条条関関係係））  
十八  化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習 
十九  普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習 
二十六  床上操作式クレーン運転技能講習 
二十七  小型移動式クレーン運転技能講習 
三十七  ボイラー取扱技能講習 
 
労働安全衛生法の根拠条文と特別安全規則の各条文との対応関係は、以下のとおり

である。 

（１） 作業主任者（法 14条） 

ボイラー則 16条、24条、62条 

（２） 危険防止措置（法 20条、27条） 

ボイラー則 18 条～22 条、26 条、28 条～30 条 1 項、33 条、34 条、61 条 2

項、64 条～66条、68条、69条、86条、87条、89条、93条、95条 

クレーン則 12条～15条、17条～20条の 2、23条～33条、36条、37条、39

条、62 条、64 条～66 条の 3、69条～75条の 2、78 条、80条、102 条、104

条～106 条、109 条～112 条、114 条～118 条、121 条、122 条、124 条、146

条、148 条～153 条、156 条、158 条、181 条、182 条、184 条～191 条、193
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条、194 条、196 条、203条～207条、210条、212条～220条 

ゴンドラ則 11条、13条～20条、22条、23条 

（３） 労働者の遵守事項（法 26条、27条） 

ボイラー則 30条 2項、31条 2項 

クレーン則 25条 2・3項、27条 3項、32条 2項、71条 2・3項、73条 3項、

75条 2項、111条 2・3項、113条 2項、117条 2項、185条 2・3項 186条 2

項、190 条 2項、206条 2項、207条 2項 

ゴンドラ則 15条 2項、16条 2・3項、17条 3項 

（４） 製造の許可（法 37条） 

ボイラー則 3 条、49 条、ボイラー及び第一種圧力容器製造許可基準（昭和

47年労働省告示第 75号） 

クレーン則 3 条、53 条、94 条、138 条、172 条、クレーン等製造許可基準

（昭和 47年労働省告示第 76号） 

ゴンドラ則 2 条、クレーン等製造許可基準（昭和 47 年労働省告示第 76 号） 

（５） 製造時等検査等（法 38条） 

ボイラー則 2条の 2、5条～8条、12条～14条、41条、51条～54条、57条

～59条、 

クレーン則 6 条、7 条、55 条～58 条、98 条、130 条、131 条、134 条、135

条、141 条、142 条、164 条、165 条、168 条、169 条、175 条、176 条、198

条、199 条 

ゴンドラ則 4条～7条、29条、30条、33条、34条 

（６） 検査証の交付（法 39条） 

ボイラー則 5条 5項、12条 6項、15条、43条、44条、47条、48条、60条、

78条、79条、82 条、83条 

クレーン則 9条、16条、47 条、51条、52 条、59条、63条、88条、92 条、

93条、99条、103 条、132条、136条、137条、143条、147条、166条、170

条、171 条、177 条、180条、200条、201条 

ゴンドラ則 8条、31 条、35条、36条 

（７） 検査証の有効期間等（法 41条） 

ボイラー則 37条～40条、72条～75条 

クレーン則 10条、40条～43条、60条、81条～84条、100条、125条～128

条、144 条、159 条～162条、178条、 

ゴンドラ則 9条、24 条～27条 

（８） 譲渡等の制限等（法 42条） 

圧力容器構造規格（平成 15年厚生労働省告示第 196号） 

小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格（昭和 50年労働省告示第 84号） 
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簡易ボイラー等構造規格（昭和 50年労働省告示第 65号） 

クレーン構造規格（平成 7年労働省告示第 134号） 

移動式クレーン構造規格（平成 7年労働省告示第 135号） 

デリック構造規格（昭和 37年労働省告示第 55号） 

エレベーター構造規格（平成 5年労働省告示第 91号） 

建設用リフト構造規格（昭和 37年労働省告示第 58号） 

簡易リフト構造規格（昭和 37年労働省告示第 57号） 

クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格（昭和 47 年労働省

告示第 81号） 

（９） 個別検定（法 44 条） 

ボイラー則 84条、90条の 2 

（１０） 定期自主検査（法 45条） 

ボイラー則 32条、67条、88条、94条 

クレーン則 34条、35条、38条、76条、77条、79条、119条、120条、123

条、154 条、155 条、157条、192条、195条、208条、209条、211条 

ゴンドラ則 21条 

（１１） 安全衛生教育（法 59条） 

ボイラー則 92条 

クレーン則 21条、67条、107条、183条、222条 

ゴンドラ則 12条 

（１２） 就業制限（法 61 条） 

ボイラー則 9条、23 条、35条、55条、70条 

クレーン則 22条、68条、108条、221条 

（１３） 免許（法 72 条） 

ボイラー則 97条～99条、104条～106条、113条、114条、119条 

クレーン則 223条～225条、229条、230条、230条の 4 

（１４） 免許の有効期間（法 73条） 

ボイラー則 107条 

（１５） 免許の取消し等（法 74条） 

ボイラー則 119条 2項 

（１６） 免許試験（法 75 条） 

ボイラー則 101条～103条、109条～112条、115条～118条 

クレーン則 226条～228条、232条～234条、240条、241条、243条、 

（１７） 技能講習（法 76 条） 

ボイラー則 122条～124条 

クレーン則 244条～247条、 
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（１８） 計画の届出等（法 88条） 

ボイラー則 10条、11条、41条、56条、76条 

クレーン則 5条、44条、85条、96条、129条、140条、163条、174条、197

条 

ゴンドラ則 10条、28条、29条 4項 

（１９） 報告等（法 100条） 

ボイラー則 4条、11 条、45条、50条、80条、91条 

クレーン則 4条、11条、48条、54条、61条、89条、95条、101条、133条、

139条、145 条、167 条、173条、202条 

ゴンドラ則 3条、32 条 

（２０） 許可等の条件（法 110条） 

ボイラー則 99条、106条 

クレーン則 224条の 4、225条、230条の 4 

２ 労働安全衛生規則(昭和 47・9・30労働省令 32号)との関係 

特別安全規則は、いずれも労働安全衛生規則から分離独立したものであり、規制対

象機械の規制を完結した形で規定している。また、労働安全衛生規則を一般則とする

と特別安全規則はその特別規則の関係にある。 

しかし、規制の一覧性を確保するため、労働安全衛生法に基づく特別教育について

は労働安全衛生規則第３６条第１４号に、また免許試験については労働安全衛生規則

第６９条に、それぞれ特別安全規則に定めるものも含める形で網羅的に規定されてい

る。 

Ⅲ 各規則の基本構造・体系の共通性等 

１ 特別安全規則の基本構造・体系の共通性等の特徴 
特別安全規則の基本構造・体系の共通性等の特徴は、次のとおりである。 

（１） 規制対象機械の製造から、設置、使用、変更、休止、廃止等の各段階に至る一貫し

た規制 
規制対象機械の製造者、使用者等に製造許可、製造検査又は溶接検査・構造検査、

設置届又は設置報告、落成検査、性能検査、変更届、変更検査、休止・廃止報告、

使用再開検査、使用検査等の手続きをとらせることにより、規制対象機械の使用

等に伴う安全の確保を図る仕組みが構築されている。これは、検査対象機械のリ

スクに重大な変化が生じ得る場面である安全確保上の重要な節目の時点で、行政

官庁又は第三者機関による許可・届出・検査等を通じて安全確認を行うことによ

り、検査対象機械による災害を未然に防止しようというものである。 
ボイラー及び第一種圧力容器、クレーン・デリック・エレベーター及び建設用リ

フト、移動式クレーン及びゴンドラについて、製造許可、検査等を中心とした規

制のフロー図を順に以下に示す。 
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37①

38① 38①② 38①

39①

88①

100①

（変更）

88① （使用）

（検査証の裏書）

38③

41②

（使用）

（検査証の裏書）

38③

41②

（使用）

（注）　?図中の数字は、労働安全衛生法の該当条文を示す。
　　　　?性能検査は、登録性能検査機関が行う。
　　　　?検査証の有効期間は、次の表のとおりである。

ボ イ ラ ー １ 年

第 一 種 圧 力 容器 １ 年

検査証の交付

（廃止） （休止）

検 査 証 の 返還 休 止 の 報 告

休 止 後 の 検査
（ 使 用 再 開 検

査 ）

性 能 検 査

設 置 届 の 審査

（
再
び
設
置
し

、
使
用
す
る
も
の

）

設置しないで1年以上，経
過したもの

落成検査

変 更 届 の 審査

変 更 時 の 検査
（ 変 更 検 査 ）

性 能 検 査

ボ イ ラ ー 及 び 第 一 種 圧 力 容 器 の 検 査 規 制 一 覧

輸　　　　入 製 造 許 可

外国製造者の直接申請
の場合を含む。

　再使用時等の
　検査
　（使用検査）

輸入時の検査
（使用検査）

製造時の検査
（構造検査）
（溶接検査）

労
働
基
準
監
督
署
長

都
道
府
県
労
働
局
長
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37①

88①

38③

39②

88①

38③

41②

38③

41②

建設用リフト 廃止まで

休止後の検査
（使用再開検査） （検査証の裏書）

性 能 検 査

（使用）

性 能 検 査

（廃止） （休止）

検 査 証 の 返 還 休 止 の 報 告 （使用）

検 査 証 交 付

変更届の審査
（変更）

（使用）

変更時の検査
（変更検査） （検査証の裏書）

ク レ ー ン 2 年

デ リ ッ ク 2 年

エレベーター １ 年

（注）　?図中の数字は、労働安全衛生法の該当条文を示
す。
　　　　?性能検査は、登録性能検査機関が行う。
　　　　?検査証の有効期間は 次の表のとおりである

設 置 時 の 検 査
（ 落 成 検 査 ）

クレーン ,デリック ,エレベーター及び建設用リフトの検査規制一覧

輸　　　　入 製 造 許 可

設 置 届 の 審 査

労
働
基
準
監
督
署
長

都
道
府
県
労
働
局
長
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クレーン、デリック及び移動式クレーンの運転・操作並びに玉掛の資格を次に示す。 
 
１ クレーン及びデリックの運転資格 

つり上げ荷重 種 類 

免許 床
上
操
作
式
ク
レ
ー
ン

運
転
技
能
講
習 

ク
レ
ー
ン
の
運
転
の
特

別
教
育 

デ
リ
ッ
ク
の
運
転
の
特

別
教
育 

 

ク
レ
ー
ン
・
デ
リ

ッ
ク
運
転
士
免
許 

ク
レ
ー
ン
運
転
限

定
免
許 

床
上
運
転
式
ク
レ

ー
ン
運
転
限
定
免

 

 
 
５トン以上 
 
 

クレーン 〇 〇     
デリック 〇      

床上運転式クレーン 〇 〇 〇    
床上操作式クレーン 〇 〇 〇 〇   
跨線テルハ 〇 〇 〇 〇 〇  

５ｔ未満 クレーン 〇 〇 〇 〇 〇  
デリック 〇     〇 

 
２ 移動式クレーンの運転資格 

つり上げ荷重 
移動式クレーン運転

士免許 
小型移動式クレー

ン技能講習 
移動式クレーンの

運転の特別教育 
５ｔ以上 〇   

１トン以上５トン未満 〇 〇  
１トン未満 〇 〇 〇 

 
３ 建設用リフトの運転資格 
建設用リフト（積載荷重が 0.25t 以上でガイ

ドレールの高さが 10m 以上のもの） 
建設用リフトの運転の特別教育 

 
４ ゴンドラの操作の資格 
ゴンドラ ゴンドラの取扱い業務の特別教育 

 
５ 玉掛け業務の資格 
クレーン等のつり上げ荷重 玉掛け資格 
１ｔ以上 玉掛け技能講習 
１ｔ未満 玉掛け業務の特別教育 
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クレーン等の免許・資格の変遷を次に示す。 
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（２） 規制対象機械のリスクに応じた規制 
規制対象機械のリスクの高低に応じて規制の強弱を設定する仕組みとなってい

る。 
具体的には、最もリスクの高い規制対象機械（ボイラー、クレーン等）は、特定

機械等として法的に位置づけ、製造許可、設置・変更届、各種検査、作業主任者、

取扱い・運転・溶接業務等の就業制限、使用時の安全措置等のフルスペックの規制

を行っている。 
次にリスクの高い規制対象機械（小型ボイラー、第二種圧力容器等）については、

個別検定、定期自主検査、特別教育、使用時の一定の安全措置等の規制を行ってい

る。 
それよりリスクの低い規制対象機械（簡易ボイラー、小規模のクレーン等）に

ついては、構造規格の具備を義務付け、具備しないものの譲渡・貸与・設置・使用

の禁止、使用時の一定の安全措置等の規制で対応している。 
（３） 規制対象機械による災害を防止するため、物的規制、人的規制及び管理的規制か

らなる総合的規制 
規制対象機械の物的規制としては、製造許可、設置・変更届、各種検査の受検、

検査証を用いた確認等があり、人的規制としては免許所持者、技能講習修了者に

よる就業制限、特別教育の受講等があり、管理的規制としては、作業主任者によ

る管理、定期自主検査・補修、構造規格不適合時の使用制限、安全装置等の付属

品の管理、過負荷等の危険行為の制限、一定事項の標示等がある。 
これらの物的規制、人的規制及び管理的規制を総合的に推進することにより、災

害防止の実効性を確保する仕組みとなっている。 
２ 特別安全規則の見直しの提言 

上記１に示したように、特別安全規則の規制体系には一定の共通性がみられるが、

主なハザードが破裂・爆発等である熱機関としてボイラー等に対する規制と、主なハ

ザードが損壊・転倒等の動力運搬機関であるクレーン等に対する規制は、その内容、

方法等が大きく異なるため、両者を統合して 1 つの規則にまとめるのは、適切ではな

い。また、規制内容のわかりやすさという観点からも、ボイラー等に対する規制とク

レーン等に対する規制は、現行のように別の規則で定めるのが効果的である考えられ

る。 
ただし、クレーン等安全規則とゴンドラ安全規則については、規制体系の類似性だ

けでなく、主なハザードの面でも共通しており、ゴンドラ安全規則をクレーン等安全

規則の統合することが適切である。具体的には、クレーン等安全規則にゴンドラの章

を新たに追加することで対応できると考えられる。 
なお、常設型のゴンドラは常設で使用されるクレーンと同様に設置状況の安全確認

を重視する規制に見直し、可搬型のゴンドラは移動して異なる場所で使用される移動
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式クレーンと同様に現行の規制を踏襲するのがより合理的であると考えられる。具体

的には、常設型のゴンドラについては、製造時に機体の構造・機能等の確認する現行

の製造検査の方式から機体の構造・機能等だけでなく設置場所の据付状況を確認する

落成検査の方式に移行することが安全確保の観点からより効果的であると考えられ

る。 
 
Ⅳ 定義・範囲 

特別安全規則の規制対象機械及び重要用語の定義・範囲等は、次のとおりである。 
１ ボイラー及び圧力容器安全規則 

（１） ボイラー 

① 定義 

ボイラーの本質的な定義は、火気、高温ガス又は電気を熱源として水又は熱媒を加

熱し蒸気又は温水を作り、蒸気又は温水を他に供給する装置である。 

特定機械等の規制を受けるボイラーの定義は、蒸気ボイラー及び温水ボイラーの

うち、次に掲げるボイラー以外のものをいう（労働安全衛生法施行令第 1 条第 3

号）。 

イ ゲージ圧力 0.1MPa以下で使用する蒸気ボイラーで、厚生労働省令で定めると

ころにより算定した伝熱面積（以下「伝熱面積」という。）が 0.5㎡以下のもの又

は胴の内径が 200mm以下で、かつ、その長さが 400mm以下のもの 

ロ ゲージ圧力 0.3MPa 以下で使用する蒸気ボイラーで、内容積が 0.0003 ㎥以下

のもの 

ハ 伝熱面積が 2㎡以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が 25mm以上の蒸

気管を取り付けたもの又はゲージ圧力 0.05MPa以下で、かつ、内径が 25mm以上の

Ｕ形立管を蒸気部に取り付けたもの 

ニ ゲージ圧力 0.1MPa以下の温水ボイラーで、伝熱面積が 4㎡以下のもの 

ホ ゲージ圧力 1MPa 以下で使用する貫流ボイラー（管寄せの内径が 150mmを超え

る多管式のものを除く。）で、伝熱面積が 5㎡以下のもの（気水分離器を有するも

のにあっては、当該気水分離器の内径が 200mm 以下で、かつ、その内容積が 0.02

㎥以下のものに限る。） 

ヘ 内容積が 0.004㎥以下の貫流ボイラー（管寄せ及び気水分離器のいずれをも

有しないものに限る。）で、その使用する最高のゲージ圧力を MPa で表した数値

と内容積を㎥で表した数値との積が 0.02 以下のもの 

② 適用範囲と規制 

ボイラーは、蒸気ボイラーと温水ボイラーに大別される。 

蒸気ボイラーの範囲は、ボイラー本体の他にこれに付設された主蒸気止め弁、給

水弁、及び吹出し弁並びに本体とこれらの弁との間の蒸気管、給水管及び吹出管
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を含むと解される。 

また、温水ボイラーの範囲は、基本的には同様であるが、止め弁がない場合には

ボイラー本体に最も近いフランジ継手までの温水管を含むと解される。 

さらに、発生炉ガスボイラー、鋳鉄製ボイラー等については、コレクタその他ボ

イラーと一体として作用するものはボイラー本体に含まれると解される。 

なお、附属設備として明示されている過熱器と節炭器は、ボイラーと一体として

作用していることから、ボイラー室から遠く離れた場所に設けられ第二種圧力容

器として扱われる独立過熱器の場合を除き、ボイラーに含まれると解される。 

また、脱気器、給水加熱器、蒸気だめ等は、圧力容器として扱われ、ボイラーに

は含まれないと解される。 

ボイラーは破裂・爆発等による極めて高い危険性を有する設備であるため、最も

厳格な規格であるボイラー構造規格（平成 15 年厚生労働省告示第 197 号）が適

用されるとともに、製造許可、溶接検査、構造検査、設置届、落成検査、性能検

査、変更検査、休止・廃止の報告、使用再開検査、使用検査、作業主任者の選任、

ボイラー技士免許所持者による就業制限、定期自主検査、使用に係る安全確保措

置等の最も厳しい規制を受ける（法第 14条、第 20条、第 37条～第 41条、第 45

条、第 61条、第 88条等）。 

（２） 小型ボイラー 

① 定義 

小型ボイラーは、ボイラーのうち、次に掲げるボイラーをいう（労働安全衛生法施

行令第 1条第 4号）。 

イ ゲージ圧力 0.1MPa以下で使用する蒸気ボイラーで、伝熱面積が 1㎡以下のも

の又は胴の内径が 300mm以下で、かつ、その長さが 600mm 以下のもの 

ロ 伝熱面積が 3.5㎡以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が 25mm以上の

蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力 0.05MPa以下で、かつ、内径が 25mm 以上

のＵ形立管を蒸気部に取り付けたもの 

ハ ゲージ圧力 0.1MPa以下の温水ボイラーで、伝熱面積が 8㎡以下のもの 

ニ ゲージ圧力 0.2MPa以下の温水ボイラーで、伝熱面積が 2㎡以下のもの 

ホ ゲージ圧力 1MPa 以下で使用する貫流ボイラー（管寄せの内径が 150mm を超

える多管式のものを除く。）で、伝熱面積が 10㎡以下のもの（気水分離器を有す

るものにあっては、当該気水分離器の内径が 300mm以下で、かつ、その内容積が

0.07㎥以下のものに限る。） 

② 適用範囲と規制 

小型ボイラーは、ボイラーのうち低圧、小型のものであり、高圧、大型のボイラ

ーに比べ、危険度が低く、取扱いも容易なため、一般のボイラーとは別の緩い規

制が行われている。 
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具体的には、小型ボイラーに対しては、小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格

（昭和 50年労働省告示第 84号）の第 1章「小型ボイラー構造規格」が適用され、

製造者又は輸入者は行政官庁又は登録個別検定機関による個別検定を受けなけ

ればならず、個別検定に合格した表示がなければ使用が禁止される（法第 44条、

施行令第 14 条第 3号）。また、構造規格を具備しなければ、譲渡、貸与、設置又

は使用が禁止されている（法第 42条、別表第 2第 3号、法第 20条・第 27条第 1

項、労働安全衛生規則第 27条）。そのほか、使用にあたっては、設置報告、特別

教育、定期自主検査等が義務付けられる（法第 45条・59条・100条）。 

なお、高圧の貫流ボイラーが小型ボイラーと定義されているのは、貫流ボイラー

が主として水管により構成され、ドラムがないことから、保有水量が少なく、破

裂等の危険性が低いからである。しかし、気水分離機には飽和水が蓄積され、気

水ドラムと同様の危険性を有するので、気水分離機を有するものについては、管

寄せ又は気水分離機が一定の大きさを超える貫流ボイラーについては、圧力や伝

熱面積が小さくても小型ボイラーに該当せず、一般のボイラーの規制を受ける。 

（３） 簡易ボイラー 

① 定義 

簡易ボイラーは、蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、次に掲げるものをいう

（労働安全衛生法施行令第 13条第 25号）。 

イ ゲージ圧力 0.1MPa以下で使用する蒸気ボイラーで、厚生労働省令で定めると

ころにより算定した伝熱面積（以下「伝熱面積」という。）が 0.5㎡以下のもの又

は胴の内径が 200mm以下で、かつ、その長さが 400mm以下のもの 

ロ ゲージ圧力 0.3MPa 以下で使用する蒸気ボイラーで、内容積が 0.0003 ㎥以下

のもの 

ハ 伝熱面積が 2㎡以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が 25mm以上の蒸

気管を取り付けたもの又はゲージ圧力 0.05MPa以下で、かつ、内径が 25mm以上の

Ｕ形立管を蒸気部に取り付けたもの 

ニ ゲージ圧力 0.1MPa以下の温水ボイラーで、伝熱面積が 4㎡以下のもの 

ホ ゲージ圧力 1MPa 以下で使用する貫流ボイラー（管寄せの内径が 150mmを超え

る多管式のものを除く。）で、伝熱面積が 5㎡以下のもの（気水分離器を有するも

のにあっては、当該気水分離器の内径が 200mm 以下で、かつ、その内容積が 0.02

㎥以下のものに限る。） 

ヘ 内容積が 0.004 ㎥以下の貫流ボイラー（管寄せ及び気水分離器のいずれをも

有しないものに限る。）で、その使用する最高のゲージ圧力を MPaで表した数値と

内容積を㎥で表した数値との積が 0.02以下のもの 

② 適用範囲と規制 

小型ボイラーよりさらに小規模のボイラーであり、さらに危険度が低いため、小
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型ボイラーは別の一層緩い規制を受ける。 

具体的には、簡易ボイラーに対しては、行政官庁による検査又は検定は行われな

いが、簡易ボイラー等構造規格（昭和 50年労働省告示第 65号）の簡易ボイラー

に関する規定（水圧試験、安全弁等及び表示の規格）の適用を受け、構造規格を

具備しなければ、譲渡、貸与、設置又は使用が禁止される（法第 42条、施行令第

13条第 3項第 25 号、法第 20条・第 27条第 1項、労働安全衛生規則第 27条）。 

また、その溶接業務については特別・普通ボイラー溶接士であることを要せず、

ボイラー取扱作業主任者の選任にあたっては簡易ボイラーの伝熱面積は算入し

ない等一定の規制が除外されている。 

なお、簡易ボイラー等とは、簡易ボイラーと（７）の（簡易）容器を合わせた概

念である。 

（４） 第一種圧力容器 

① 定義 

圧力容器の本質的な定義は、大気圧を超える圧力の蒸気又は熱媒又は大気圧にお

ける沸点を超える温度の液体をその内部に保有する容器である。 

特定機械等の規制を受ける第一種圧力容器の定義は、次に掲げる容器（ゲージ圧力

0.1MPa 以下で使用する容器で、内容積が 0.04㎥以下のもの又は胴の内径が 200mm

以下で、かつ、その長さが 1,000mm以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力

を MPa で表した数値と内容積を㎥で表した数値との積が 0.004以下の容器を除く。）

をいう（労働安全衛生法施行令第 1条第 5号）。 

イ 蒸気その他の熱媒を受け入れ、又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱す

る容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの（ロ又はハに掲げる容器を除く。） 

ロ 容器内における化学反応、原子核反応その他の反応によって蒸気が発生する

容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの 

ハ 容器内の液体の成分を分離するため、当該液体を加熱し、その蒸気を発生させ

る容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの 

ニ イからハまでに掲げる容器のほか、大気圧における沸点を超える温度の液体

をその内部に保有する容器 

② 適用範囲と規制 

圧力容器とは、ボイラーを含まないいわゆる火なし圧力容器である。圧力容器の

うち第一種圧力容器とは、内部に液体を保有する場合は大気圧における沸点を超

える温度の液体を内部に有する容器であり、ボイラーの気水ドラムと同様に破裂

の危険性を有している。また、作用面でみると、容器の内部において煮沸、加熱、

反応等の操作が行われ、その結果として内容物の出し入れ、蒸気の発生等の危険

を伴うものである。 

第一種圧力容器はその作用により次の４種類に分類される。 
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（ⅰ）加熱器・・・蒸気その他の熱媒により固体または液体を加熱する容器（蒸煮

器、殺菌器、精錬器等）で多管式、コイル式等の間接加熱式のものも含まれる 

（ⅱ）反応器・・・化学反応、原子核反応等により内部に蒸気が発生する容器（反

応器、原子力関係容器等） 

（ⅲ）蒸発器・・・液体の成分を分離するため、これを加熱し、その蒸気を発生さ

せる容器（蒸発器、蒸留器等） 

（ⅳ）アキュムレータ・・・大気圧における沸点を超える温度の液体を内部に保

有する容器（スチーム・アキュムレータ、フラッシュ・タンク等） 

第一種圧力容器の範囲は、ボイラーと同様に、本体及び本体に付設された直近の

弁並びにこの弁と本体との間にある管と解される。なお、弁がない場合は、直近

のフランジまでがその範囲となる。 

第一種圧力容器については、ボイラーと同様に破裂等による極めて高い危険性を

有する設備であるため、厳格な規格である圧力容器構造規格（平成 15年厚生労働

省告示第 196号）の第 1編「第一種圧力容器構造規格」が適用されるとともに、製

造許可、溶接検査、構造検査、設置届、落成検査、性能検査、変更検査、休止・廃

止の報告、使用再開検査、使用検査、作業主任者の選任、定期自主検査、使用に係

る安全確保措置等のボイラーに準じた厳しい規制を受ける（法第 14条、第 20条、

第 37条～第 41条、第 45条、第 88条等）。 

（５） 小型圧力容器 

①  定義 

小型圧力容器は、圧力容器のうち次に掲げる容器をいう（労働安全衛生法施行令第

1条第 6号）。 

イ ゲージ圧力 0.1MPa以下で使用する容器で、内容積が 0.2㎥以下のもの又は胴

の内径が 500mm以下で、かつ、その長さが 1,000mm以下のもの 

ロ その使用する最高のゲージ圧力を MPa で表した数値と内容積を㎥で表した数

値との積が 0.02 以下の容器 

② 適用範囲と規制 

小型圧力容器は、圧力容器のうち低圧、小型のものを指し、高圧、大型の第一種圧

力容器に比べ危険度が低いため、一般の第一種圧力容器とは別の緩い規制を受け

る。 

具体的には、小型圧力容器に対しては、小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格

（昭和 50年労働省告示第 84号）の第 2章「小型圧力容器構造規格」が適用され、

製造者又は輸入者は行政官庁又は登録個別検定機関による個別検定を受けなけれ

ばならず、個別検定に合格した表示がなければ使用が禁止される（法第 44条、施

行令第 14 条第 4 号）。また、構造規格を具備しなければ、譲渡、貸与、設置又は

使用が禁止されている（法第 42条、別表第 2第 4号、法第 20条・第 27条第 1項、
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安衛則第 27 条）。そのほか、使用にあたっては、定期自主検査等が義務付けられ

る（法第 45 条）。 

（６） 第二種圧力容器 

① 定義 

第二種圧力容器は、ゲージ圧力 0.2MPa以上の気体をその内部に保有する容器（第

一種圧力容器を除く。）のうち、次に掲げる容器をいう（労働安全衛生法施行令第

1条第 7号）。 

イ 内容積が 0.04㎥以上の容器 

ロ 胴の内径が 200mm 以上で、かつ、その長さが 1,000mm 以上の容器 

② 適用範囲と規制 

第二種圧力容器は、内部に圧縮気体を保有するものであり、内部に液体と気体が

共存している場合はその液体の温度が大気圧における沸点以下のものに限る。そ

のため、その危険性は、容器の一部に欠陥があり開口部を生じても、内部の気体

が急激に噴出する程度にとどまり、破裂の危険性を有する第一種圧力容器に比べ

て低い。したがって、第二種圧力容器の規制は、第一種圧力容器とは別の緩い規

制を受ける。 

具体的には、第二種圧力容器は、圧力容器構造規格（平成 15年厚生労働省告示第

196 号）の第 2 編「第二種圧力容器構造規格」が適用され、製造者又は輸入者は

行政官庁又は登録個別検定機関による個別検定を受けなければならず、個別検定

に合格した表示がなければ使用が禁止される（法第44条、施行令第 14条第2号）。

また、構造規格を具備しなければ、譲渡、貸与、設置又は使用が禁止される（法

第 42 条、別表第 2第 2 号、法第 20 条・第 27 条第 1 項、労働安全衛生規則第 27

条）。そのほか、使用にあたっては、定期自主検査等が義務付けられる（法第 45

条）。 

（７） （簡易）容器 

① 定義 

・ 施行令第 1 条第 5 号イからニまでに掲げる容器のうち、第一種圧力容器以外

のもの（ゲージ圧力 0.1MPa 以下で使用する容器で内容積が 0.01 ㎥以下のもの及

びその使用する最高のゲージ圧力を MPa で表した数値と内容積を㎥で表した数値

との積が 0.001 以下の容器並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるも

の及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業法又は液化石油ガスの保安の確保及

び取引の適正化に関する法律の適用を受けるものを除く。）（労働安全衛生法施行

令第 13条第 26号） 

・ 大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有する容器（施行令第 1 条

第 5 号イからニまでに掲げる容器、第二種圧力容器及び第 7 号に掲げるアセチレ

ン発生器を除く。）で、内容積が 0.1㎥を超えるもの（船舶安全法の適用を受ける
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船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を

受けるものを除く。）（労働安全衛生法施行令第 13条第 27号） 

② 適用範囲と規制 

（簡易）容器は、大気圧における沸点を超える温度の液体を内部に有する容器と

いう意味では第一種圧力容器や小型圧力容器と同じであるが、小型圧力容器より

も低圧、小型でさらに危険度が低いため、小型圧力容器とは別の一層緩い規制を

受ける。 

具体的には、（簡易）容器に対しては、行政官庁による検査又は検定は行われない

が、簡易ボイラー等構造規格（昭和 50年労働省告示第 65号）の（簡易）容器に関

する規定（水圧試験、安全弁等及び表示の規格）の適用を受け、構造規格を具備し

なければ、譲渡、貸与、設置又は使用が禁止される（法第 42条、施行令第 13条第

3 項第 26 号・第 27 号、法第 20 条・第 27 条第 1 項、労働安全衛生規則第 27 条）。 

（８） 伝熱面積 

① 定義 

伝熱面積の本質的な定義は、熱を伝える壁面（水管、煙管、炉筒等の燃焼ガスのさ

らされる面）の広さである。ボイラーの蒸気又は温水の発生能力は、この伝熱面積

に左右される。 

伝熱面積の算定方法は、次の各号に掲げるボイラーについて、当該各号に定める面

積をもつて算定するものとする（ボイラー及び圧力容器安全規則第 2条）。 

一 水管ボイラー及び電気ボイラー以外のボイラー 火気、燃焼ガスその他の高

温ガス（以下「燃焼ガス等」という。）に触れる本体の面で、その裏面が水又は熱

媒に触れるものの面積（燃焼ガス等に触れる面にひれ、スタッド等を有するものに

あっては、当該ひれ、スタッド等について次号ロからヘまでを準用して算定した面

積を加えた面積） 

二 貫流ボイラー以外の水管ボイラー 水管及び管寄せの次の面積を合計した面

積 

イ 水管（ロからチまでに該当する水管を除く。）又は管寄せでその全部又は一部

が燃焼ガス等に触れるものにあっては、燃焼ガス等に触れる面の面積 

ロ ひれが長手方向に取り付けられており、かつ、ひれの両面が燃焼ガス等に触

れる水管にあっては、ひれの片面の面積に次の表の上欄に掲げるひれの区分に応

じて、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た面積を管の外周の面積に加

えた面積 

ひれの区分 係数 

両面に放射熱をうけるもの 1.0 

片面に放射熱、他面に接触熱をうけるもの 0.7 
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両面に接触熱をうけるもの 0.4 

ハ ひれが長手方向に取り付けられており、かつ、ひれの片面が燃焼ガス等に触れ

る水管にあっては、ひれの片面の面積に次の表の上欄に掲げるひれの区分に応じ

て、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た面積を管の外周のうち燃焼ガ

ス等に触れる部分の面積に加えた面積 

ひれの区分 係数 

放射熱をうけるもの 0.5 

接触熱をうけるもの 0.2 

ニ ひれが円周方向又はスパイラル状に取り付けられている水管にあっては、ひ

れの片面の面積（スパイラル状のひれにあっては、ひれの巻数を円周方向のひれの

枚数として円周方向に取り付けられているひれとみなして算定した面積）の 20%の

面積を管の外周の面積に加えた面積 

ホ 耐火れんがによっておおわれた水管にあっては、管の外側の壁面に対する投

影面積 

ヘ 耐火物によっておおわれているスタッドチューブで、壁に配置してあるもの

にあっては管の外周の面積の二分の一の面積、その被覆物の全周が燃焼ガス等に

触れるものにあっては管の外周の面積 

ト 燃焼ガス等に触れるスタッドチユーブにあつては、スタッドの側面の面積の

15%の面積を管の外周の面積に加えた面積 

チ ベーレー式水壁にあっては、燃焼ガス等に触れる面の面積 

三 貫流ボイラー 燃焼室入口から過熱器入口までの水管の燃焼ガス等に触れる

面の面積 

四 電気ボイラー 電力設備容量 20kw を 1 ㎡とみなしてその最大電力設備容量

を換算した面積 

② 適用範囲と規制 

ボイラーにおける熱伝導は、まず燃料の燃焼によって生じた熱が放射・接触伝熱

により水管・煙管・炉筒等に伝わり、次いで水管・煙管・炉筒等の材料を通じた

伝導により水側に伝わり、その後水の対流によりボイラー水の温度が上昇する仕

組みである。よって、ボイラーによる蒸気・温水の発生能力は熱を伝える壁面の

広さである伝熱面積により左右される。 

したがって、ボイラーの規制の強弱を決める目安として、この伝熱面積が重要な

指標として用いられる。具体的には、ボイラー取扱作業主任者の選任対象やボイ

ラーの取扱い業務の就業制限の範囲、小型ボイラーの適用範囲、適用除外のボイ

ラーの範囲等に用いられている。 
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２ クレーン等安全規則 

（１） クレーン 

① 定義 

クレーンの本質的な定義は、荷を動力を用いてつり上げ、およびこれを水平に

運搬することを目的とする機械装置である（昭和 47年 9月 18日基発第 602号

通達）。 

② 適用範囲と規制 

荷のつり上げのみを行う機械装置はクレーンではなく、また、荷のつり上げを

人力で行う機械装置は、荷の水平移動を動力で行ったとしてもクレーンには

該当せず、反対に荷のつり上げを動力で行うならば、たとえ荷の水平移動は人

力で行ったとしてもクレーンに該当する。 

移動式クレーンと区別する観点では、クレーンは定置されたもの又はレール

上等の限定された場所を移動する形式のものである。また、構造的には、クレ

ーンは、ガーダ、ジブ等の構造部分、つり荷をつり上げる巻上装置やトロリを

移動させる横行装置、クレーンを移動させる走行装置等の機械部分、つり具、

安全装置、運転室等の付属部分から構成される。 

クレーンは、その用途に適するように様々な構造、形状のものがあるが、その

構造、形状および用途によって、一般に次のように分類される。 

（ⅰ）天井クレーン・・・ランウェイのレール上を走行するガーダにトロリを有

するクレーン 

（ⅱ）ジブクレーン・・・ジブから荷をつるクレーン 

（ⅲ）橋形クレーン・・・レール上を走行する脚をつけたけたにトロリ等を有す

るクレーン 

（ⅳ）アンローダ・・・ばら荷陸揚げ専用でホッパー、コンベヤ等を有するクレ

ーン 

（ⅴ）ケーブルクレーン・・・相対する塔の間に張られたロープ上をトロリが横

行するクレーン 

（ⅵ）テルハ・・・固定構造物に取り付けた軌道に沿ってトロリ等が移動するク

レーン 

（ⅶ）スタッカークレーン・・・直立したガイドフレームに沿って上下するフォ

ーク等を有し、倉庫等の棚への荷の出し入れに使用されるクレーン 

クレーンは重量物を高速で運搬する装置であり、装置自体の欠陥等による本

体の損壊、ワイヤロープの破断、運転技能の未熟による荷振れ等により甚大な

被害を生じ得る極めて危険性の高い装置である。 

そのため、クレーンは厳格な規格であるクレーン構造規格（平成 7年労働省告

示第 134号）が適用されるとともに、つり上げ荷重 3トン以上のものは製造許
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可、設置届、落成検査、性能検査、変更検査、休止・廃止の報告、使用再開検

査、使用検査、クレーン運転士免許所持者等による就業制限（つり上げ荷重 5

トン以上のもの）、定期自主検査、使用に係る安全確保措置等の厳しい規制を

受ける（法第 20 条、第 37条～第 41条、第 45条、第 61条、第 88条等）。 

なお、つり上げ荷重 0.5トン以上 3トン未満のクレーンについては、行政官庁

による検査は行われないが、クレーン構造規格（平成 7年労働省告示第 134号）

の適用を受け、構造規格を具備しなければ、譲渡、貸与、設置又は使用が禁止

される（法第 42 条、施行令第 13 条第 3 項第 14 号、法第 20 条・第 27 条第 1

項、労働安全衛生規則第 27条）。そのほか、使用にあたっては、設置報告、特

別教育、定期自主検査、安全確保措置等が義務付けられる（法第 20条・第 45

条・59 条・100条）。 

（２） 移動式クレーン 

① 定義 

移動式クレーンの本質的な定義は、原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移

動させることができるクレーンである（労働安全衛生法施行令第 1条第 5号）。 

② 適用範囲と規制 

移動式クレーンは、自走クレーンとも呼ばれ、上部旋回体（クレーンの機能を

有する部分）と下部走行体（上部旋回体を搭載し走行する部分）から構成され

る。 

移動式クレーンは、その用途に適するように様々な構造、形状のものがあるが、

その構造、形状および用途によって、一般に次のように分類される。 

（ⅰ）トラッククレーン・・・タイヤで走行する台車の上にクレーン装置(上部

旋回体)を架装し、走行用の運転室とクレーン操作用の運転室が別に設置

された形式のもの 

（ⅱ）ホイールクレーン・・・タイヤで走行する台車の上にクレーン装置(上部

旋回体)を架装し、１つの運転室で走行とクレーン操作が行える形式のも

の 

（ⅲ）クローラクレーン・・・履帯(クローラ)を巻いて走行する台車の上にクレ

ーン装置(上部旋回体)を架装した形式のもの 

（ⅳ）鉄道クレーン・・・鉄道のレール上を走行する車輪を有した台車の上にク

レーン装置(上部旋回体)を架装した形式のもの 

（ⅴ）浮きクレーン・・・長方形の箱形等の台船上にクレーン装置を搭載した形

式のもの 

移動式クレーンは重量物を高速で運搬し、かつ、地面に固定されておらず移動

が可能な装置である。そのため、クレーンの有する危険性に加えて、不安定で

転倒する危険性も有し、甚大な被害を生じ得る極めて危険性の高い装置であ
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る。 

そのため、移動式クレーンは厳格な規格である移動式クレーン構造規格（平成

7年労働省告示第 135 号）が適用されるとともに、つり上げ荷重 3トン以上の

ものは製造許可、製造検査、設置報告、性能検査、変更検査、休止・廃止の報

告、使用再開検査、使用検査、移動式クレーン運転士免許所持者等による就業

制限（つり上げ荷重 5トン以上のもの）、定期自主検査、使用に係る安全確保

措置等の厳しい規制を受ける（法第 20 条、第 37 条～第 41 条、第 45 条、第

61条、第 88 条等）。 

なお、つり上げ荷重 0.5トン以上 3トン未満の移動式クレーンについては、行

政官庁による検査は行われないが、移動式クレーン構造規格（平成 7年労働省

告示第 135号）の適用を受け、構造規格を具備しなければ、譲渡、貸与、設置

又は使用が禁止される（法第 42 条、施行令第 13 条第 3 項第 15 号、法第 20

条・第 27条第 1項、労働安全衛生規則第 27条）。そのほか、使用にあたって

は、設置報告、特別教育、定期自主検査、安全確保措置等が義務付けられる（法

第 20条・第 45条・59条・100条）。 

（３） デリック 

① 定義 

デリックの本質的な定義は、荷を動力を用いてつり上げることを目的とする

機械装置であって、マストまたはブームを有し、原動機を別置し、ワイヤロー

プにより操作されるものである（昭和 47年 9月 18日基発第 602号通達）。 

② 適用範囲と規制 

デリッリには、荷の水平移動は必ずしも必要条件ではなく、荷を水平に運搬す

ることができるものとできないものがある。 

デリックは、マスト、ジブ等の構造部分、巻上装置、ジブの起伏旋回装置等の

機械装置、巻上用ワイヤロープ、つり具及び安全装置から構成される。 

デリックは、その用途に適するように様々な構造、形状のものがあるが、その

構造、形状によって、一般に次のように分類される。 

（ⅰ）ガイデリック・・・１本の直立したマスト（頂部をガイロープで支持）と、

その根元にピン結合されたブームで構成されており、デリック本体から離

れた位置に据えつけられたウインチにより巻上げ、起伏、旋回の操作を行

う 

（ⅱ）スチフレッグデリック・・・後方から 2本の支柱で支えたマスト頂部と

マスト下部にピンで結合されたブームで構成され、デリック本体から離れ

た位置に据えつけられたウインチにより巻上げ、起伏、旋回の操作が行う 

（ⅲ）鳥居形デリック・・・２本のマストの頂部を横ばりでつなぎ、これを数

本のガイロープで支え、別に据えつけられたウインチにより巻上げ、起伏
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の操作を行う 

（ⅳ）ジンポールデリック・・・１本のマストとこの頂部を支えるガイロープ

で構成され、別に据えつけられたウインチにより巻上げの操作を行う 

デリックはクレーンと同様に重量物を高速で運搬する装置であり、装置自体

の欠陥等による本体の損壊、ワイヤロープの破断、運転技能の未熟による荷振

れ等により甚大な被害を生じ得る極めて危険性の高い装置である。 

そのため、デリックは厳格な規格であるデリック構造規格（昭和 37年労働省

告示第 55号）が適用されるとともに、つり上げ荷重 2トン以上のものは製造

許可、設置届、落成検査、性能検査、変更検査、休止・廃止の報告、使用再開

検査、使用検査、クレーン・デリック運転士免許所持者等による就業制限（つ

り上げ荷重 5トン以上のもの）、定期自主検査、使用に係る安全確保措置等の

厳しい規制を受ける（法第 20条、第 37条～第 41条、第 45条、第 61条、第

88条等）。 

なお、つり上げ荷重 0.5トン以上 2トン未満のデリックについては、行政官庁

による検査は行われないが、デリック構造規格（昭和 37年労働省告示第 55号）

の適用を受け、構造規格を具備しなければ、譲渡、貸与、設置又は使用が禁止

される（法第 42 条、施行令第 13 条第 3 項第 16 号、法第 20 条・第 27 条第 1

項、労働安全衛生規則第 27条）。そのほか、使用にあたっては、設置報告、特

別教育、定期自主検査、安全確保措置等が義務付けられる（法第 20条・第 45

条・59 条・100条）。 

（４） エレベーター 

① 定義 

エレベーターの本質的な定義は、人および荷（人または荷のみの場合を含む。）を

ガイドレールに沿って昇降する搬器にのせて、動力を用いて運搬することを目的

とする機械装置である（昭和 47年 9月 18日基発第 602号通達）。 

② 適用範囲と規制 

エレベーターは、上記の定義のほか、労働安全衛生法施行令第 1条第 9号により

労働基準法（昭和 22 年法律第 49号）別表第１第１号から第５号までに掲げる事

業（製造業、鉱業、建設業、運送業、貨物取扱業）の事業場に設置されるもの

に限るものとし、せり上げ装置、船舶安全法（昭和 8年法律第 11号）の適用を受

ける船舶に用いられるもの及び主として一般公衆の用に供されるものを除くと

いう適用範囲の限定がなされている。 

エレベーターは、その用途に適するように様々な構造、形状のものがあるが、その

構造、形状および用途によって、一般に次のように分類される。 

（ⅰ）常設エレベーター・・・常設エレベーターには、積載するものにより乗用、

人荷用、荷物用等に区分され、また、駆動方式によりロープ式、油圧式、ラック
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式に分類される。 

（ⅱ）工事用エレベーター・・・中高層建築物の建設時に一時的に設置される工事

用エレベーターは、ロングスパン工事用エレベーターとそれ以外の工事用エレ

ベーターに区分され、また、駆動方式によりロープ式、油圧式、ラック式に分類

される。 

エレベーターは人又は荷を相当な速さで上昇・下降する装置であり、エレベーター

の不具合により甚大な被害を生じ得る極めて危険性の高い装置である。 

そのため、エレベーターは厳格な規格であるエレベーター構造規格（平成 5年労働

省告示第 91 号）が適用されるとともに、積載荷重 1 トン以上のものは製造許可、

設置届、落成検査、性能検査、変更検査、休止・廃止の報告、使用再開検査、使用

検査、定期自主検査、使用に係る安全確保措置等の厳しい規制を受ける（法第 20

条、第 37条～第 41条、第 45条、第 88条等）。 

なお、つり上げ荷重 0.25トン以上 1トン未満の移動式クレーンについては、行政

官庁による検査は行われないが、エレベーター構造規格（平成 5 年労働省告示第

91号）の適用を受け、構造規格を具備しなければ、譲渡、貸与、設置又は使用が禁

止される（法第 42条、施行令第 13条第 3項第 17号、法第 20条・第 27条第 1項、

労働安全衛生規則第 27条）。そのほか、使用にあたっては、設置報告、定期自主検

査、安全確保措置等が義務付けられる（法第 20条・第 45条・100条）。 

（５） 建設用リフト 

① 定義 

建設用リフトの定義は、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、土

木、建築等の工事の作業に使用されるもの（ガイドレールと水平面との角度が 80

度未満のスキップホイストを除く。）である（労働安全衛生法施行令第 1 条第 10

号）。 

② 適用範囲と規制 

建設用リフトは、その用途に適するように様々な構造、形状のものがあるが、そ

の構造、形状および用途によって、一般にタワーリフト、2本構リフト、1本構リ

フト、ロングスパン建設用リフトに分類される。 

建設用リフトは荷を相当な速さで上昇・下降する装置であり、建設用リフトの不

具合により大きな被害を生じ得る危険性の高い装置である。 

そのため、建設用リフトは厳格な規格である建設用リフト構造規格（昭和 37 年

労働省告示第 58 号）が適用されるとともに、ガイドレールの高さが 18ｍ以上の

ものは製造許可、設置届、落成検査、変更検査、廃止の報告、定期自主検査、使

用に係る安全確保措置等の厳しい規制を受ける（法第 20条、第 37条～第 41条、

第 45条、第 88条等）。 

なお、ガイドレールの高さが 10ｍ以上 18ｍ未満の建設用リフトについては、行
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政官庁による検査は行われないが、建設用リフト構造規格（昭和 37 年労働省告

示第 58 号）の適用を受け、構造規格を具備しなければ、譲渡、貸与、設置又は使

用が禁止される（法第 42条、施行令第 13条第 3項第 18号、法第 20条・第 27条

第 1項、労働安全衛生規則第 27条）。そのほか、使用にあたっては、定期自主検

査、安全確保措置等が義務付けられる（法第 20条・第 45条）。 

（６） 簡易リフト 

① 定義 

簡易リフトの定義は、エレベーター（労働基準法（昭和 22年法律第 49号）別表

第１第１号から第５号までに掲げる事業の事業場に設置されるものに限るもの

とし、せり上げ装置、船舶安全法（昭和 8年法律第 11号）の適用を受ける船舶に

用いられるもの及び主として一般公衆の用に供されるものを除く。以下同じ。）の

うち、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が 1㎡

以下又はその天井の高さが 1.2m 以下のもの（次号の建設用リフトを除く。）であ

る（労働安全衛生法施行令第 1条第 9号）。 

② 適用範囲と規制 

簡易リフトは、荷のみを運搬するエレベーターという意味では建設用リフトと

同じであるが、建設用リフトよりも小型でさらに危険度が低いため、建設用リフ

トとは別の一層緩い規制を受ける。 

具体的には、簡易リフトに対しては、行政官庁による検査又は検定は行われない

が、簡易リフト構造規格（昭和 37年労働省告示第 57号）の適用を受け、積載荷

重が 0.25t以上のものについては構造規格を具備しなければ、譲渡、貸与、設置

又は使用が禁止される（法第 42条、施行令第 13条第 3項第 19号、法第 20条・

第 27条第 1項、労働安全衛生規則第 27条）。そのほか、使用にあたっては、設置

報告、定期自主検査等が義務付けられる（法第 45条・100条）。 

（７） つり上げ荷重 

① 定義 

つり上げ荷重の定義は、クレーン（移動式クレーンを除く。以下同じ。）、移動式

クレーン又はデリックの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の

荷重である（労働安全衛生法施行令第 10条第 1号）。 

② 適用範囲と規制 

クレーン、移動式クレーン、デリックの危険性は、基本的に荷をつり上げる能力

であるつり上げ荷重によって左右される。 

したがって、クレーン、移動式クレーン、デリックの規制の強弱を決める目安と

して、このつり上げ荷重が重要な指標として用いられる。具体的には、製造許可・

検査の対象範囲、運転業務の就業制限・特別教育の範囲、適用除外の範囲等に用

いられている。また、クレーン、移動式クレーン、デリックの設計、検査の荷重
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試験の荷重の値、使用時の過負荷制限等に用いられる。 

（８） 積載荷重 

① 定義 

積載荷重の定義は、エレベーター（簡易リフト及び建設用リフトを除く。以下同

じ。）、簡易リフト又は建設用リフトの構造及び材料に応じて、これらの搬器に人

又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重である（労働安全衛生法施行

令第 12 条第 5号）。 

② 適用範囲と規制 

エレベーターの危険性は、基本的に人又は荷をのせて上昇させる能力の上限値で

ある積載荷重によって左右される。 

したがって、エレベーターの規制の強弱を決める目安として、この積載荷重が重

要な指標として用いられる。具体的には、製造許可・検査の対象範囲、適用除外

の範囲等に用いられている。また、エレベーターの設計、検査の荷重試験の荷重

の値、使用時の過負荷制限等に用いられる。 

 

３ ゴンドラ安全規則 

（１） ゴンドラ 

① 定義 

ゴンドラの本質的な定義は、つり足場及び昇降装置その他の装置並びにこれらに

附属する物により構成され、当該つり足場の作業床が専用の昇降装置により上昇

し、又は下降する設備である（労働安全衛生法施行令第 1条第 11号）。 

② 適用範囲と規制 

ゴンドラは、作業床が専用の昇降装置によって上昇又は下降するつり足場である。

ゴンドラは、ワイヤロープ等によってつり下げられた作業床、作業床の昇降装置、

巻過ぎ防止装置、制動装置等により構成される。 

ゴンドラは、使用目的、設置場所に応じて様々な構造、形状のものがあるが、一

般に用途による分類と、構造による分類の２通りの分類がある。用途による分類

は、ビルの屋上等に常設されている常設型と、作業を行う期間中のみ設置し作業

の終了後他の場所に移動する可搬型とに分けられる。また、構造による分類は、

ゴンドラの分類表に示される種類（アーム固定式、アーム俯仰型、懸乗型、デッ

キ型、チェア型）に大別され、さらに種類に応じて、走行の形式（軌道式、無軌

道式、定置式）、作業床の形（ゲージ式、デッキ式、チェア式）式及びアームの運

動（伸縮、先端旋回、元旋回）により分類される。 

ゴンドラは高所からつりさげた作業床上に人をのせて動力で昇降する装置である

ので、ゴンドラ自体の不具合により甚大な被害を生じ得る極めて危険性の高い装

置である。 
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そのため、ゴンドラは厳格な規格であるゴンドラ構造規格（平成 6 年労働省告示

第 26号）が適用されるとともに、製造許可、製造検査、設置届、性能検査、変更

検査、休止・廃止の報告、使用再開検査、使用検査、特別教育、定期自主検査、使

用に係る安全確保措置等の厳しい規制を受ける（法第 20 条、第 37 条～第 41 条、

第 45条、第 59条、第 88条等）。 

（２） 積載荷重 

① 定義 

積載荷重の定義は、次のとおりである（ゴンドラ安全規則第 1条第 2号）。 

イ アームを有するゴンドラにあってはアームを最小の傾斜角にした状態におい

て、その構造上作業床に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重を

いい、アームを有しないゴンドラにあってはその構造上作業床に人又は荷をのせ

て上昇させることができる最大の荷重をいう。 

ロ 下降のみに使用されるゴンドラにあっては、その構造上作業床に人又は荷を

のせることができる最大の荷重をいう。 

② 適用範囲と規制 

ゴンドラの危険性は、基本的に人又は荷をのせて上昇させる能力の上限値である

積載荷重によって左右される。 

積載荷重はゴンドラの設計、検査の荷重試験の荷重の値、使用時の過負荷制限等

に用いられる。 

 
Ⅴ 適用の対象、適用の除外・特例・例外等 

特別安全規則の規制対象機械の適用の対象、適用の除外・特例・例外等は、次のとお

りである。 
１ ボイラー及び圧力容器安全規則 

（１） ボイラー 

① 適用の対象 

適用の対象は、Ⅳの１の（１）の①のボイラーの定義に該当するものである。 

② 適用の除外・特例・例外（労働安全衛生法施行令第 12条第 1号） 

特定機械等のボイラーは、ボイラーのうち小型ボイラー並びに船舶安全法（昭和

8年法律第 11号）の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法（昭和 39

年法律第 170 号）の適用を受けるものが適用除外される。 

（２） 小型ボイラー 

① 適用の対象 

適用の対象は、Ⅳの１の（２）の①の小型ボイラーの定義に該当するものである。 

② 適用の除外・特例・例外（労働安全衛生法施行令第 14条第 3号） 

小型ボイラーは、船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業
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法の適用を受けるものが適用除外される。 

（３） 簡易ボイラー 

① 適用の対象 

適用の対象は、Ⅳの１の（３）の①の簡易ボイラーの定義に該当するものである。 

② 適用の除外・特例・例外（労働安全衛生法施行令第 13条第 25号） 

簡易ボイラーは、船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業

法の適用を受けるものが適用除外される。 

（４） 第一種圧力容器 

① 適用の対象 

適用の対象は、Ⅳの１の（４）の①の第一種圧力容器の定義に該当するものである。 

② 適用の除外・特例・例外（労働安全衛生法施行令第 12条第 2号） 

特定機械等の第一種圧力容器は、第一種圧力容器のうち小型圧力容器並びに船舶

安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法（昭

和 26 年法律第 204 号）、ガス事業法（昭和 29 年法律第 51 号）又は液化石油ガス

の保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和 42年法律第 149号）の適用を

受けるものが適用除外される。 

（５） 小型圧力容器 

① 適用の対象 

適用の対象は、Ⅳの１の（５）の①の小型圧力容器の定義に該当するものである。 

② 適用の除外・特例・例外（労働安全衛生法施行令第 14条第 4号） 

小型圧力容器は、船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業

法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものが適用除外される。 

（６） 第二種圧力容器 

① 適用の対象 

適用の対象は、Ⅳの１の（６）の①の第二種圧力容器の定義に該当するものである。 

② 適用の除外・特例・例外（労働安全衛生法施行令第 14条第 2号） 

小型圧力容器は、船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業

法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものが適用除外される。 

（７） （簡易）容器 

① 適用の対象 
適用の対象は、Ⅳの１の（７）の①の（簡易）容器の定義に該当するものである。 

② 適用の除外・特例・例外（労働安全衛生法施行令第 13条第 26号・第 27号） 
（簡易）容器は、船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、

高圧ガス保安法、ガス事業法又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関

する法律の適用を受けるものが適用除外される。 
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２ クレーン等安全規則 
（１）クレーン 

① 適用の対象 
適用の対象は、Ⅳの２の（１）の①のクレーンの定義に該当するものである。 

② 適用の除外・特例・例外（クレーン等安全規則第 2 条第 1 号、労働安全衛生法施行

令第 12 条第 3号・第 13条第 3項第 14号） 
クレーンのうちつり上げ荷重が 0.5 トン未満のものは、クレーン等安全規則の適用

から除外されるとともに、クレーン構造規格を具備すべき義務の適用を除外される。 
なお、特定機械等のクレーンは、つり上げ荷重が 3 トン以上（スタッカー式クレー

ンにあっては 1トン以上）のものに適用が限定される。 
（２）移動式クレーン 

① 適用の対象 
適用の対象は、Ⅳの２の（２）の①の移動式クレーンの定義に該当するものである。 

② 適用の除外・特例・例外（クレーン等安全規則第 2 条第 1 号、労働安全衛生法施行

令第 12 条第 4号・第 13条第 3項第 15号） 
移動式クレーンのうちつり上げ荷重が 0.5トン未満のものは、クレーン等安全規則の

適用から除外されるとともに、移動式クレーン構造規格を具備すべき義務の適用を除

外される。 
なお、特定機械等の移動式クレーンは、つり上げ荷重が 3トン以上のものに適用が限

定される。 
（３）デリック 

① 適用の対象 
適用の対象は、Ⅳの２の（３）の①のデリックの定義に該当するものである。 

②適用の除外・特例・例外（クレーン等安全規則第 2条第 1号、労働安全衛生法施行令

第 12条第 5号・第 13条第 3項第 16号） 
デリックのうちつり上げ荷重が 0.5トン未満のものは、クレーン等安全規則の適用か

ら除外されるとともに、デリック構造規格を具備すべき義務の適用を除外される。 
なお、特定機械等のデリックは、つり上げ荷重が 2トン以上のものに適用が限定され

る。 
（４）エレベーター 

① 適用の対象 
適用の対象は、Ⅳの２の（４）の①のエレベーターの定義に該当するものである。 

②適用の除外・特例・例外（労働安全衛生法施行令第 1 条第 9 号・第 12 条第 6 号・第

13条第 3項第 17 号、クレーン等安全規則第 2条第 2号） 
エレベーターは、労働安全衛生法施行令第 1 条第 9 号により労働基準法（昭和 22 年

法律第 49号）別表第１第１号から第５号までに掲げる事業（製造業、鉱業、建設業、
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運送業、貨物取扱業）の事業場に設置されるものに適用が限定され、せり上げ装置、

船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び主として一般公衆の用に供さ

れるものは適用が除外される。 
エレベーターのうちつり上げ荷重が 0.25 トン未満のものは、クレーン等安全規則の

適用から除外されるとともに、エレベーター構造規格を具備すべき義務の適用を除外

される。 
なお、特定機械等のエレベーターは、積載荷重が 1トン以上のものに適用が限定され

る。 
（５）建設用リフト 

① 適用の対象 
適用の対象は、Ⅳの２の（５）の①の建設用リフトの定義に該当するものである。 

②適用の除外・特例・例外（クレーン等安全規則第 2条第 2号・第 3号、労働安全衛生

法施行令・第 13 条第 3項第 19号・第 12条第 7号・第 13条第 3項第 18号） 
建設用リフトは、エレベーターと同様に、労働安全衛生法施行令第 1条第 9号により

労働基準法（昭和 22年法律第 49号）別表第１第１号から第５号までに掲げる事業（製

造業、鉱業、建設業、運送業、貨物取扱業）の事業場に設置されるものに適用が限

定され、せり上げ装置、船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び主とし

て一般公衆の用に供されるものは適用が除外される。 
建設用リフトのうちつり上げ荷重が 0.25トン未満のもの及び 0.25トン以上でガイド

レールの高さが 10m未満のものは、クレーン等安全規則の適用から除外される。また、

ガイドレールの高さが 10m未満のものは建設用リフト構造規格を具備すべき義務の適

用を除外される。 
なお、特定機械等の建設用リフトはガイドレールの高さが 18m以上のものに適用が限

定される。 
（６）簡易リフト 

① 適用の対象 
適用の対象は、Ⅳの２の（６）の①の簡易リフトの定義に該当するものである。 

②適用の除外・特例・例外（クレーン等安全規則第 2条第 2号、労働安全衛生法施行令

第 1条第 9号・第 13 条第 3項第 19号・第 14条第 2号） 
簡易リフトは、エレベーターと同様に、労働安全衛生法施行令第 1条第 9号により労

働基準法（昭和 22年法律第 49号）別表第１第１号から第５号までに掲げる事業（製

造業、鉱業、建設業、運送業、貨物取扱業）の事業場に設置されるものに適用が限定

され、せり上げ装置、船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び主として

一般公衆の用に供されるものは適用が除外される。簡易リフトのうちつり上げ荷重が

0.25トン未満のものは、クレーン等安全規則の適用から除外されるとともに、簡易リ

フト構造規格を具備すべき義務の適用を除外される。 
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３ ゴンドラ安全規則 
（１）ゴンドラ 

① 適用の対象 
適用の対象は、Ⅳの３の（１）の①のゴンドラの定義に該当するものである。 

② 適用の除外・特例・例外 
ゴンドラについては、適用除外等はない。 

 
 
Ⅵ その他 
 
【引用文献】 
1) 中央労働災害防止協会：安全衛生運動史，中央労働災害防止協会，162p 
2)  
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厚生労働科学研究費補助金 
分担研究報告書 

労働安全衛生関係の特別規則の趣旨と概要、統合の可能性 
 

分担研究者 藤森和幸 労働安全衛生研究所アクシス代表  
元中央労働災害防止協会東京安全衛生教育センター所長 

 
 

研究要旨 
現在の労働安全衛生関係法令の体系は、労働安全衛生法((昭和 47年法律第 57号。以 

下「安衛法」という。)を軸として、労働安全衛生規則(昭和 47年 9月 30日労働省令第

32号。以下「安衛則」という。)及び労働衛生関係の 11の特別規則((以下「各特別規

則」という。)により具体化されているところであるが、法令自体の数の多さ、条文数

の多さ、用語の難解さあるいは法令相互の関連性の複雑さ等により、必ずしも十分な理

解を得られていない状況にあると思われる。 

 このようなことを踏まえて、現在の安衛則及び各特別規則を全体的・横断的にとらえ

て相互の関連性をも見ながら、これらの規則を統合することが可能であるのか等につい

て考察する。 
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Ａ．研究目的 
 現在の安衛則及び各特別規則の趣旨・概 

要をまとめ、相互の関連性をも見ながら、 

事業者等が容易にアプローチができ、か

つ、 
内容がわかりやすい法令の体系とする方策 
について考察することを目的とする。 
 
Ｂ．研究方法 
研究の進め方は、 

１ 安衛法並びに安衛則及び各特別規則の 
相互の関係 

２ 各特別規則の趣旨及び概要 
３ 各特別規則統合の可能性 

の順に考察した。 
また、安衛法の具体的な委任法令である

安衛則及び以下の特別規則を研究の対象と

して、末尾に記載した文献も参考とした。 
① 有機溶剤中毒予防規則(昭和 47 年 9 
月30日労働省令第36号。「有機則」) 

② 鉛中毒予防規則(昭和 47 年 9 月 30 
日労働省令第 37 号。「鉛則」) 

③ 四アルキル鉛中毒予防規則(昭和 47 
年 9 月 30 日労働省令第 38 号。「４ア

ルキル鉛則) 
④ 特定化学物質障害予防規則(昭和 47
年 9 月 30 日労働省令第 39 号。「特化

則」) 
⑤ 高気圧作業安全衛生規則(昭和 47 年

9 月 30 日労働省令第 40 号。「高圧

則」) 
⑥ 電離放射線障害防止規則(昭和 47 年

9 月 30 日労働省令第 41 号。「電離

則」) 
⑦ 酸素欠乏症等防止規則(昭和 47 年 9

月30日労働省令第42号。「酸欠則」) 
⑧ 事務所衛生基準規則(昭和 47 年 9 月

30日労働省令第 43号。「事務所則」) 
⑨ 粉じん障害防止規則(昭和 54 年 4 月

25 日労働省令第 18 号。「粉じん則) 
⑩ 石綿障害予防規則(平成 17年 2月 24 
日厚生労働省令第 21 号。「石綿則) 

⑪ 東日本大震災により生じた放射性物

質により汚染された土壌等を除染する

ための業務等に係る電離放射線障害防

止規則(平成 23 年 12 月 22 日厚生労働

省令第 152号。「除染電離則」) 

 

(注)「 」の表示は、以後の文中における 

略称。 

 
Ｃ．研究結果. 
はじめに－労働衛生管理について－ 

疾病については、一般に表１のように分類

することができ、いわゆる職業性疾病ある

いは作業関連疾患の発生を防止し、職場に

おける労働者の健康の保持増進を図るため

には、作業環境管理、作業管理及び健康管

理の「労働衛生の３管理」を適切に進める

必要がある。 
作業環境管理は、職場全体への対応とし

て作業環境・設備に、作業管理は、作業者

個 
人への対応として特に作業方法に、健康管

理は、異常所見の早期発見として人に対し 
て、それぞれ行うものである。 
(1) 作業環境管理（安衛法第 65 条・第

65 条の 2） 
  作業環境管理は、作業環境中の種々の

有害要因を取り除き、作業環境を良好な

状態に維持管理することであり、職場に

おける労働者の健康障害を防止するため

の根本的な対策の１つである。 
事業者が作業環境管理を進めるに当た

っては、的確な作業環境測定の実施及び

その結果の適切な評価を行うこと、ま

た、そのためには局所排気装置などの各

種設備の定期的な検査や点検・整備を行

うことが重要であり、安衛則及び各特別

規則において具体的に定められている。 
(2) 作業管理（安衛法第 65 条の 3) 

上記(1)の作業環境管理を行ったとして

も、有害物質やエネルギーが人に及ぼす

影響は、作業内容や作業方法によっても

異なり十分に良好な環境とならない場合

があることから、事業者は、労働者の従

事する作業を適切に管理して労働者への

影響を少なくすることが重要となる。 
作業管理については、安衛法制定時に

は必ずしも条文上、明確に位置づけられ



分担研究報告書（藤森和幸） 

3 

 

ていなかったが、昭和 63 年に追加され

た(昭和 63年 5 月 17日法律第 37号)。具

体的には、 
ア 作業規程の作成  
イ 作業主任者・作業指揮者の選任 
ウ 作業時間の管理 
エ 保護具の適正な使用 
オ 標識等の掲示 
カ 運搬、貯蔵時の措置 

等の措置を講ずることが、安衛則及び各

特 
別規則において定められている。 

(3) 健康管理（安衛法第 66 条～第 66 条 
の 10） 
事業者は、健康診断の確実な実施及び

その結果に基づく事後措置を積極的に実施

して労働者の健康状態を把握し、作業環境

や作業との関連を検討することにより、労

働者の健康障害を未然に防ぎ、さらには健

康の増進につながる健康管理を行うことが

重要である。 
健康診断の確実な実施等については、安

衛則及び各特別規則において具体的に定め

ら  れている。 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅰ 安衛法並びに安衛則及び各特別規則 
の相互の関係について 
まず、労働安全衛生法令等の体系に

ついて図１に示す。 
１ 安衛法と安衛則及び各特別規則との

関係について 
安衛法においては、労働災害とは、

「労働者の就業に係る建設物、設備、原

材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又

は作業行動その他業務に起因して、労働

者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡す

ることをいう。」（第 2 条第 1 号）と定

めている。 
そうして同法は、職場に存在する化学

的要因、物理的要因等によって発生する

おそれがある健康障害を防止するため

に、労働者に及ぼす健康障害の重要なも

のを例示的に列挙して以下の類型に分け

て明らかにしている(第 22 条)。 
第２２条 事業者は、次の健康障害を防 
止するため必要な措置を講じなければな

らない。 
一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素

欠乏空気、病原体等による健康障害 
二 放射線、高温、低温、超音波、騒

音、 
振動、異常気圧等による健康障害 

三 計器監視、精密工作等の作業による 
健康障害 

四 排気、排液又は残さい物による健康 
障害 

 また、労働者が就業する建設物その他作

業場の構造上の欠陥や作業環境の不適切に 
より作業条件が不良となり、健康、風紀、

生命の保持に支障を生じることを防止する

ことを目的として次のように定めている

(第 23 条)。 



分担研究報告書（藤森和幸） 

4 

 

第２３条 事業者は、労働者を就業さ

せる建設物その他の作業場について、

通路、床面、階段等の保全並びに換

気、採光、照明、保温、防湿、休養、

避難及び清潔に必要な措置その他労働

者の健康、風紀及び生命の保持のため

必要な措置を講じなければならない。 

そうして同法は、上記事業者が講ずべき

措置について、その具体的内容を厚生労働

省令すなわち安衛則及び各特別規則で定め

る 
こととしている(第 27 条第 1 項) 
第２７条 第２０条から第２５条まで及 
び第２５条の２第１項の規定により事

業者が講ずべき措置及び前条の規定に

より労働者が守らなければならない事

項は、厚生労働省令で定める。 
２ (略) 
以上を図 2 及び図３に示す。 
安衛法により事業者が講ずべき健康障害

防止のための措置について具体的に規定し

ている各特別規則の概要は表２のとおりで

ある。 
なお、上記事業者が講ずべき措置の対象

については、表３のとおり各特別規定によ

って異なっている。 
２ 安衛則と各特別規則との関係 
(1) 安衛則第３編「衛生基準」及び各特別

規則において、安衛法第 22 条に基づく

有害環境等による労働者の健康障害を防

止することを主眼とするものと、同法第

23条に基づく労働者を就業させる建設物

その他の作業場における健康、風紀及び

生命の保持のための措置に関するものが

具体的に定められているが、各特別規則

が適用される事項については、特別規定

である各特別規則の規定が優先し、一般

規定である安衛則第 3 編の規定は適用さ

れない。 
  具体的には、安衛則第 576 条に規定す

る「ガス、蒸気又は粉じん」は、各特別

規則の適用がないものをいい、各特別規

則の適用がある物質についてはそれぞれ

各特別規則に定める設備を設ける等の措

置を講じる必要がある。 
  例えば、鉱物性の粉じんを対象とする

作業については、粉じん則により、それ

以外の粉じんを著しく飛散する屋外又は

坑内の作業場については、安衛則(第 576
条、第 582 条)によりその飛散防止措置

を講ずることになる。 
なお、各特別規則に定める有害物につ

いては、「作業環境評価基準」（昭和

63 年労働省告示第 79 号）により管理濃

度が定められているが、安衛則第 577 条

はそれ以外のものについて定めているの

で当該管理濃度を基準とすることはでき

ない。 
  また、保護具については、安衛則では

第 593 条以下に規定があるが、各特別規

則の適用がある業務については各特別規

則の定めるところによることになり、安

衛則の規定は、当該各特別規則の定めの

適用を受けない業務について適用され

る。 
(2) 安衛則は、騒音について特別に規定を

置いている(第 576条、第 583条の 2、第

584 条、第 588 条、第 590 条及び第 591
条)のは、騒音はほとんどすべての職場

において共通的に発生しうること、同一

の職場内においても騒音の発生源が多数

存在していること、作業場において会話

や合図などを妨げることにより安全作業

にも支障きたすおそれがあること、さら

に騒音が永久的な聴力損失を招く騒音性

難聴の原因になること等が考えられる。 
(3) 2001 年(平成 13 年)、安衛則第３編の

第１章の２「廃棄物の焼却施設に係る作

業」としてダイオキシン類について追加

改正が行われた(平成 13 年 4 月 25 日厚

生労働省令第 120 号)。ダイオキシン類

は、これを使用する目的で生成された物

質ではなく、他の化学物質を合成する

際、あるいは廃棄物を焼却する過程で発

生する物質である。1998 年(平成 10 年)9
月に厚生省(現厚生労働省)は、大阪の廃

棄物処理施設の付近の土壌から高濃度の

ダイオキシン類が検出されたとの発表を

行い、また、翌年にはダイオキシン類対

策特別措置法(平成 11年法律第 105号)が
制定された。 
上記安衛則の追加改正に併せて、厚生

労働省労働基準局長名により「廃棄物焼

却施設内作業におけるダイオキシン類ば



分担研究報告書（藤森和幸） 

5 

 

く露防止対策要綱」（平成 13 年 4 月 25
日基発第 401 号の 2。平成 26 年、「廃

棄物焼却施設関連作業におけるダイオキ

シン類ばく露防止対策要綱」と名称変

更）が制定され、改正安衛則に規定する

基本的事項とともにダイオキシン類ばく

露防止対策を効果的に推進するための必

要な事項を定めている。 
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Ⅱ 各特別規則の趣旨及び概要 
 
Ⅱ－１ 有機溶剤中毒予防規則 (昭和 47
年 9 月 30 日労働省令第 36 号) 

 
有機溶剤ばく露による健康障害 
有機溶剤は、一般に揮発性が高く、蒸気 

の比重が空気より大きく拡散しにくいた

め、通風の不十分な場所で取り扱うと高濃

度で滞留しやすい。また、脂溶性があり、

アセトンなど脂溶性と水溶性をともに有す

るものほど、皮膚や粘膜から吸収されやす

い。 
 低濃度の有機溶剤に繰り返しばく露する 
と、頭痛、めまい、物忘れ、不眠などの不  
定愁訴がみられる。脂溶性が大きいほど脂 
肪組織や脳など神経系に取り込まれやす

く、 
塩素などでハロゲン化されているほど肝臓 
に対する毒性が強い。中枢神経系の症状と 
しては、頭痛、めまい、失神、麻酔作用、 
意識障害などがある。 
 
１ 制定の背景・経緯及びその後の主な改

正点 
(1) 1959 年(昭和 34 年)に東京都内の小規 

模事業場及び家内工業においてヘップサ  
 ンダルの製造に従事していた労働者に再

生不良性貧血が多発した。原因は、ヘッ

プサンダルの接着剤としてベンゼンを溶

剤としたゴムのりを使用したためのベン

ゼン中毒であった。 
  労働省(現厚生労働省)は、これを契機

として「ベンゼンを含有するゴムのり」

の製造、販売等を禁止し、さらに、1960
年(昭和 35 年)10 月 13 日、当時産業界で

広く使用され、また、有害性の明らかな

51 種類の有機溶剤を対象として、労働基

準法(昭和 22 年法律第 49 号。)の特別規

則として「有機溶剤中毒予防規則」（昭

和 35 年労働省令 24 号。以下「旧規則」

という。）を制定、公布し、翌 1961 年

(昭和 36 年)1 月 1 日から施行した。 
  その後、1972 年(昭和 47 年)に安衛法

及び労働安全衛生法施行令(昭和 47 年 8
月 19 日政令第 318 号。以下「安衛法施

行令」という。)が制定されたことに伴

って、旧規則の内容に検討を加え、当

時、広く溶剤として使用されはじめた

1・1・1 トリクロルエタン(現 1・1・1 ト

リクロロエタン)を新たに有機溶剤とし

て追加するなど有機溶剤の種類を整備す

るとともに、局所排気装置の定期自主検

査の実施、雇入れ及び配置替えの際の健

康診断の実施等について規定し、同年 10
月 1 日から新たな「有機溶剤中毒予防規

則」(労働省令第 36 号。以下「有機則」

という。)として施行され、有機溶剤中

毒の予防を一層効果的に進めることとな

った。その際、旧規則による通達は、有

機則にこれに相当する規定があるものに

ついては、当該規定に関して出されたも

のとして取り扱うこととされた(昭和 47
年 9 月 18 日基発第 588 号)。 

  なお、ベンゼンについては、前年の

1971 年(昭和 46 年)に「ベンゼンから生

ずる中毒の危害に対する保護に関する条

約」（ILO 総会で採択）により、溶剤と

して使用することが禁止されたこと等に

より、1975 年(昭和 50 年)10 月 1 日から

は、「特定化学物質等障害予防規則」

（昭和 50 年 9 月 30 日労働省令第 26 号)
により規制されることとなり、有機則か

らは削除された。 
 (2) その後の主な改正 
  ① 昭和 53 年 8 月 7 日(労働省令第 32 

号)、10 月 9 日(労働省令第 41 号)に
よる改正 
有機溶剤が大量に使用される傾向

が高まり、また、有機溶剤中毒が減

少しないことから、以下の事項をは

じめとして大幅に改正された。 
   ア 有機溶剤及び有機溶剤等を定義

し、有機溶剤作業主任者及び健康

診断に係る場所を定めたこと。 
イ 有機溶剤に対する換気等の設備

を設置すべき場所を屋内事業場等

に拡大したこと。また、設備等に

関する特例について定めたこと。 
ウ 有機溶剤作業主任者を選任すべ

き作業に係る業務並びに有機溶剤

作業主任者の資格及び職務につい

て定めたこと。 
エ 健康診断の項目を整備し、健康

診断の結果を所定の様式により所

轄労働基準督署長に報告しなけれ
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ばならないこととしたこと。 
   オ 保護具についての規定を整備し

たこと。 
  ② 昭和 63 年 9 月 1 日(労働省令第 26

号)による改正 
   ア 作業環測定の対象となる有機溶

剤の種類を、従来の 17 物質から

第１種有機溶剤及び第２種有機溶

剤のすべての物質(47 物質)とした

こと。 
イ 屋内作業場について作業環境測

定を行ったときは、作業環境評価

基準に従って、作業環境の管理の

状態に応じて、第１管理区分、第

２管理区分又は第３管理区分に区

分することにより測定結果の評価

を行うこととしたこと。 
  ③ 平成元年 6 月 30 日(労働省令第 23

号)による改正 
    有機溶剤にばく露される環境の変

化に対応した健康診断項目としたこ

と。従来の１次、２次の健康診断の

区分を廃止し、必ず実施すべき健康

診断項目と医師が必要と判断した場

合に実施しなければならない項目に

したこと。 
  ④ 平成 9 年 3 月 25 日(労働省令第 13

号)による改正 
   ア 事業者が有機溶剤業務に労働者

を従事させるときに設けなければ

ならないこととされている設備の

一つとして、プッシュプル型換気

装置を認めることとしたこと。 
   イ 局所排気装置、プッシュプル型

換気装置及び全体換気装置を稼働

させる場合は、それぞれの性能と

して規定されている制御風速、要

件又は換気量以上で稼働させなけ

ればならないこととしたこと。 
   ⑤ 平成 24 年 4 月 2 日(厚生労働省

令第 71 号)による改正 
    ア 一定の要件の下で局所排気装

置以外の発散防止抑制装置の導

入を可能としたこと。 
    イ 作業環境測定の評価結果等を

労働者へ周知しなければならな

いこととしたこと。 
   ⑥ 平成 26 年 8 月 25 日(厚生労働

省令第 101 号)による改正 
    ア 第 1 種有機溶剤及び第 2 種有  
   機溶剤からクロロホルム等の 10 物

質が削除され、当該 10 物質は、特

別有機溶剤として特定化学物質障害

予防規則(第 2 類・特別管理物質)の
規制対象物質としたこと。 

  イ 安衛法第 88 条第 1 項の規定によ

る建設物又は機械等の設置等の計画

の届出義務が廃止されたことから、

所要の整備を行ったこと。 
 ⑦ 平成 29 年 3 月 29 日(厚生労働省令 

29 号)による改正 
    特殊健康診断の異常所見者に対し

て医師が意見を述べるにあたって、

事業者は医師から当該異常所見者の

業務に関する情報(労働時間、業務

内容等)を求められた場合には、速

やかに当該情報を提供しなければな

らないものとしたこと。 
 ⑧ 令和 2 年 3 月 3 日(厚生労働省令第 

20 号)による改正 
    有機溶剤について、労働者のばく

露状況を確認するため、特殊健康診

断の項目における必須項目に「作業

条件の簡易な調査」を追加したこと

(第 29 条)。 
 
２ 構成 

(1) 第 1 章 総則(第 1 条～第 4 条) 
(2) 第 2章 設備(第 5章～第 13条の 3) 
(3) 第 3 章 換気装置の性能等(第 14 条

～第 18 条の 3) 
(4) 第 4 章 管理(第 19 条～第 27 条) 
(5) 第 5 章 測定(第 28 条～第 28 条の

4) 
(6) 第 6 章 健康診断(第 29 条～第 31
条) 

(7) 第 7 章 保護具(第 32 条～第 34 条) 
(8) 第8章 有機溶剤の貯蔵及び空容器

の処理(第 35 条、第 36 条) 
(9) 第9章 有機溶剤作業主任者技能講

習(第 37 条) 
附則 
別表 

 
３ 定義、適用の対象、範囲等  
(1) 定義 (第 1 条第 1 項第 1 号～第 5 号) 
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「有機溶剤」、「有機溶剤等」及び「有機

溶剤業務」等の定義を定めている。 
「有機溶剤」 安衛法施行令別表第 6 の

2 に掲げる有機溶剤（44 種類） 
「有機溶剤等」 有機溶剤又は有機溶剤

含有物（有機溶剤と有機溶剤以外の物

との混合物で、有機溶剤を当該混合物

の重量の 5 パーセントを超えて含有す

るもの） 
「第 1 種有機溶剤等」 有機溶剤等のう

ち次に掲げる物 
  イ 安衛法施行令別表第 6の 2第 28

号又は第 38 号に掲げる物 
  ロ イに掲げる物のみから成る混合   
   物 
  ハ イに掲げる物と当該物以外の物

との混合物で、イに掲げる物を当

該混合物の重量の 5 パーセントを

超えて含有するもの 
「第 2 種有機溶剤等」 有機溶剤等のう

ち次に掲げる物 
  イ 安衛法施行令別表第 6 の 2 第 1 

号から第 13 号まで、第 15 号から 
第 22号まで、第 24号、第 25号、 
第 30 号、第 34 号、第 35 号、第 
37号、第 39号から第 42号まで又 
は第 44 号から第 47 号までに掲げ 
る物 

  ロ イに掲げる物のみから成る混合  
   物 
  ハ イに掲げる物と当該物以外の物 

との混合物で、イに掲げる物又は

上記「第 1 種有機溶剤等」のイに

掲げる物を当該混合物の重量の 5
パーセントを超えて含有するもの

(上記「第 1種有機溶剤等」のハに

掲げる物を除く。) 
「第 3 種有機溶剤等」 有機溶剤等のう

ち第 1 種有機溶剤等及び第 2 種有機溶

剤等以外の物 
  事業者が有機則において、健康障害を

防止するために講ずべき措置の対象とし

ている 44 種類の有機溶剤は、一般的な

意味の有機溶剤のうち、人体に有害であ

ることが明らかであること及び比較的広

い範囲で使用されていることを基準とし

ており、さらに、有害性の程度及び蒸気

圧の大小から、「第 1 種有機溶剤等」(2

種類)、「第 2 種有機溶剤等」(35 種類)及
び「第 3 種有機溶剤等」（7 種類）に区

分される。 
  第 1 種有機溶剤は、有害性が高く、蒸

気圧が高いもの、第 2 種有機溶剤は、有

害性、蒸気圧が第 1 種有機溶剤ほどでは

ないもの、第 3 種有機溶剤は、炭化水素

が混合状態となっている石油系溶剤及び

植物系溶剤で沸点が概ね 200 度以下のも

のである。   
なお、有機則の対象とされている上記

44 種類の有機溶剤以外の有機溶剤につい

ても、事業者としてリスクアセスメント

を実施する等により、自主的、積極的に

衛生管理を行うことが重要である。 
 
(2) 有機則適用の対象業務(「有機溶剤業

務」第 1 条第１項第 6 号） 
  有機溶剤等の蒸気を発散させる業務の

うち、当該業務に従事する労働者が有機

溶剤による中毒にかかるおそれがあると

認められる 12 の業務を制限的に列挙し

ている。 
イ 有機溶剤等を製造する工程における

有機溶剤等のろ過、混合、攪拌、加熱

又は容器若しくは設備への注入の業務 
ロ 染料、医薬品、農薬、化学繊維、合

成樹脂、有機顔料、油脂、香料、甘味

料、火薬、写真薬品、ゴム若しくは可

塑剤又はこれらのものの中間体を製造

する工程における有機溶剤等のろ過、

混合、攪拌又は加熱の業務 
ハ 有機溶剤含有物を用いて行う印刷の

業務 
ニ 有機溶剤含有物を用いて行う文字の

書込み又は描画の業務 
ホ  有機溶剤等を用いて行うつや出し、

防水その他物の面の加工の業務 
へ 接着のためにする有機溶剤等の塗布

の業務  
ト 接着のために有機溶剤等を塗布され

た物の接着の業務 
チ 有機溶剤等を用いて行う洗浄(ヲに

掲げる業務に該当する洗浄の業務を除

く。)又は払しょくの業務 
リ 有機溶剤含有物を用いて行う塗装の

業務(ヲに掲げる業務に該当する塗装の

業務を除く。) 
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ヌ 有機溶剤等が付着している物の乾燥

の業務 
ル 有機溶剤等を用いて行う試験又は研

究の業務 
ヲ 有機溶剤等を入れたことのあるタン

ク(有機溶剤の蒸気の発散するおそれが

ないものを除く。以下同じ。)の内部に

おける業務 
 
(3) 適用される場所（第 1 条第 2 項） 
有機則は、以下に定める屋内作業場及び 

タンク等の内部の場所について適用され

る。 
①船舶の内部 ②車両の内部 ③タンクの

内部 ④ピットの内部 ⑤坑の内部 
⑥ずい道の内部 ⑦暗きょ又はマンホール

の内部 ⑧箱桁の内部 ⑨ダクトの内部 
⑩水管の内部 ⑪屋内作業場及び①から⑩

に掲げる場所のほか、通風が不十分な場

所  
以上を図４で示す。 

(4) 適用の除外（第２条、第３条） 
  前記(2)に掲げる「有機溶剤業務」を行

う場合であっても、有機溶剤等の許容消

費量（表４）を超えなければ、当該業務

に従事する労働者は、有機溶剤による中

毒にかかるおそれがないと認められ、有

機則の大部分又は一部分について適用が

除外される。 
  なお、有機則の大部分についての適用

が除外される場合は、継続的に許容消費

量を超えない場合であって、所轄労働基

準監督署長の認定を必要とする。 
許容消費量については、タンク等の内

部以外の場所は、作業時間 1 時間の消費

量、タンク等の内部は 1 日の消費量を基

準として表されている。タンク等の内部

は、通風による自然換気が乏しく、作業

時間の経過とともに、作業場内に発散し

た有機溶剤の蒸気が累積することから、

1 日の消費量を基準としている。 
  なお、有機溶剤業務に従事する労働者

に対する健康障害への影響は、作業場所

において蒸発する有機溶剤の量によって

判断することが妥当であるが、直接、蒸

発量を把握することには困難な場合があ

るので、把握することが容易である消費

量に厚生労働大臣が定める数値を乗じて

間接的に蒸発量を把握することとしてい

る(「有機溶剤等の量に乗ずべき数値を

定める告示」(昭和 47年 9月 30年労働省

告示第 122 号))。 
上記適用の除外に関しては、有機則の

「第 1 章 総則」において定められてお

り、第２章以下の措置に対しての適用除

外について定めるものである。 
設備についての適用除外は、「第 2 章 

設備」において個別に定めている(５ 設
備の項を参照。)。  

 
４ 事業者が講ずべき措置 (主なもの) 

前記３(2)に掲げる有機則の対象となる

12 の業務について、事業者の講ずべき措

置が定められている(表５)。 
 
５ 設備（第 5 条～第 13 条の 3）                           

原則として、有機溶剤の３種の区分に

応じて、密閉装置、局所排気装置、プッ

シュプル型換気装置又は全体換気装置の

設置が必要となる(第 5 条、第 6 条)。（表

６） 

以下の場合には、作業場所の通風状

態、業務の態様等に応じて上記設備につ

いての適用除外又は特例を定めている。 
① 屋内作業場の周壁が解放されてい

る場合の適用除外(第 7 条) 
② 臨時に有機溶剤業務を行う場合 

の適用除外等(第 8 条) 
③ 短時間有機溶剤業務を行う場合の

設備の特例(第 9 条) 
④ 局所排気装置等の設置が困難な 

場合における設備の特例(第 10 条) 
⑤ 他の屋内作業場から隔離されて 

いる屋内作業場における設備の特例

(第 11 条) 
⑥ 代替設備の設置に伴う設備の特例

(第 12 条) 
⑦ 労働基準監督署長の許可に係る設

備の特例(第 13 条～第 13 条の 3) 
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Ⅱ－２ 鉛中毒予防規則 (昭和 47 年 9 月

30 日労働省令第 37 号) 
 
鉛による健康障害 

  鉛は、通常、粉じん又はヒュームの形

で呼吸器及び消化器から体内に吸収さ

れ、特定の臓器に蓄積されて障害を起こ

す。鉛の職業性ばく露は、急性中毒と慢

性中毒があり、鉛のヒュームを大量に吸

入すると急性中毒を起こすことがある。 
鉛は、24 時間では体内から完全に排泄

されず、連続して鉛の吸収が続くと次第

に体内に蓄積される。1 日に 0.5 ㎎以上

吸収すると蓄積して毒性を現し、0.5ｇ
吸収すると致命的である。 

  鉛中毒の主な症状は、貧血、腹部症

状、神経症状の 3 つである。重症の腹部

症状として、発作的に起こる激しい腹痛

の「鉛疝痛」があり、重症の中枢神経障

害としては錯乱や意識障害を呈する「鉛

脳症」がある。 
 
１ 制定の背景・経緯及びその後の主な改

正点 
（1）鉛は、加工がしやすく、また、合金

にしやすいこと等から多方面で利用され

てきた。鉛の用途は、鉛蓄電池の電極が

多く、その他水や酸の輸送用鉛管、電気

ケーブルの保護用被覆、金属の快削性向

上のための合金成分、電離放射線遮蔽

材、軸受け合金、活字合金、はんだ、防

音・制振シート、銃弾等に使われる。ま

た、鉛合金は、活字合金、快削合金、は

んだ合金などに使われてきた。 
鉛は、人体に対して毒性と蓄積性があ

り製造・使用の段階で鉛中毒の発生を見

たことから 1967年(昭和 42年)3月 6日、

労働基準法の特別規則として「鉛中毒予

防規則」（昭和 42 年労働省令第 2 号。

以下「旧規則」という。）が公布され

た。 
その後、1972 年(昭和 47 年)の安衛法

及び安衛法施行令の施行に伴い、旧規則

の内容に検討を加え、鉛業務の範囲、鉛

粉じんの除じん対象範囲の拡大、健康管

理等の規定の整備などにより鉛中毒の予

防対策の充実を期することとして、同年

9 月 30 日、新たに鉛中毒予防規則(労働

省令第 37 号。以下「鉛則」という。)を
制定した。その際、旧規則による通達

は、鉛則にこれに相当する規定があるも

のについては、当該規定に関して出され

たものとして取り扱うこととされた(昭
和 47 年 9 月 18 日基発第 589 号)。 

 
（2）その後の主な改正 
 ① 昭和 63 年 9 月 1 日(労働省令第 26

号)による改正 
昭和 63年の改正安衛法(昭和 63年法

律第 37 号)において、「作業環境測定

結果の評価等」に関する規定が新たに

設けられたことに伴い、作業環境測定

の結果の評価及びそれに基づく措置を

義務付けたこと(第 54 条の 2，3，
4）。 

 ② 平成元年 6 月 30 日(労働省令第 24
号)による改正 

  健康診断項目の改正を行ったこと。

すなわち、必ず実施すべき健康診断項

目と医師が必要と判断した場合に実施

しなければならない項目に分け、血液

中の鉛の量の検査及び尿中のデルタア

ミノレブリン酸の量の検査を必ず実施

すべき項目としたこと(第 53 条）。     
また、貧血に関する検査として行っ

ていた全血比重検査、血色素量、ヘマ

トクリット値または赤血球数の検査を

廃止し、貧血検査は医師の判断で実施

することとしたこと(同条)。 
 ③ 平成 15 年 12 月 10 日(厚生労働省令

第 174 号)による改正 
   鉛製錬等に係る設備及び特定第 1 類

物質の取扱いに係る設備並びに特定第
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2 類物質の製造等に係る設備としてプ

ッシュプル型換気装置を追加したこ

と。 
④ 平成 24 年 4 月 2 日(厚生労働省令第

71 号)による改正 
   局所排気装置等以外の発散防止抑制

措置を講ずることにより、作業環境測

定結果が第１管理区分となるときは、

労働基準監督署長の許可を受けて、局

所排気装置等を設けないこととができ

ることとしたこと、及び作業環境測定

の評価結果等の労働者への周知等につ

いて規定したこと（第23条の2、第23
条の 3、第 52条の 3、第 52条の 4、第

58 条）。 
 ⑤ 令和 2 年 3 月 3 日(厚生労働省令第

20 号)による改正 
   鉛について、労働者のばく露状況を

確認するため、特殊健康診断の項目に

おける必須項目に「作業条件の簡易な

調査」を追加したこと(第 53 条)。 
 
２ 構成 

(1) 第 1 章 総則(第１条～第４条) 
(2) 第 2 章 設備(第 5 条～第 23 条の

3) 
(3) 第 3 章 換気装置の構造、性能等

(第 24 条～第 32 条) 
(4) 第 4 章 管理(第 33 条～第 51 条) 
(5) 第 5 章 測定(第 52 条～第 52 条

の 4) 
(6) 第 6章 健康管理(第 53条～第 57
条) 

(7) 第 7章 保護具等(第 58条・第 59
条) 

(8)  第 8 章  鉛作業主任者技能講習(第
60 条) 

附則 
 
３ 定義、適用の対象・範囲等 

(1) 定義（第 1 条） 
第 1 条により「鉛等」、「鉛合金」、

「鉛化合物」及び「鉛業務」等の定義を

明らかにして、適用の範囲を限定してい

る。 

１ 鉛等 
  鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれ

らと他との混合物(焼結鉱、煙灰、電解

スライム及び鉱さいを除く。) 
２ 焼結鉱等 
  鉛の製錬又は精錬を行う工程におい

て生ずる焼結鉱、煙灰、電解スライム

及び鉱さい並びに銅又は亜鉛の製錬又

は精錬を行う工程において生ずる煙灰

及び電解スライム 
３ 鉛合金 
  鉛と鉛以外の金属との合金で、鉛を

当該合金の重量の 10パーセント以上含

有するもの 
４ 鉛化合物 
  安衛法施行令別表第 4 第 6 号の鉛化

合物 
５ 鉛業務 
  鉛則第 1 条第 5 号に掲げる業務並び

に安衛法施行令別表第 4 第 8 号から第

11 号まで及び第 17 号に掲げる業務 

(下記(2)を参照) 
鉛合金は、鉛とすず、アンチモン、銅、 

ビスマス等などとの合金をいい、鉛化合物

は、酸化鉛、けい酸鉛などの無機鉛化合物

と酢酸鉛などの有機鉛化合物がある。     
鉛、鉛合金、鉛化合物には物理化学的な 

性質の異なる多くの物質があり、発散のメ

カニズムも空気中における性状もそれぞれ

異なっているが、環境の空気中に存在する

これらの物質は、粉じんとヒュームに分類

される。 
 
(2) 鉛則適用の対象業務（第 1 条第 5 号） 
 事業者が講ずべき措置の対象となる業務

は、以下に掲げる業務である。 
１ 鉛の製錬又は精錬を行う工程におけ

る焙焼、焼結、溶鉱又は鉛等若しくは

焼結鉱等の取扱いの業務 

２ 銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行う工

程における溶鉱(鉛を３パーセント以上

含有する原料を取り扱うものに限

る。)、当該溶鉱に連続して行う転炉に

よる溶融又は煙灰若しくは電解スライ

ム(鋼又は亜鉛の製錬又は精錬を行う工

程において生ずるものに限る。)の取扱

いの業務 
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３ 鉛蓄電池又は鉛蓄電池の部品を製造

し、修理し、又は解体する工程におい

て鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、ふ

るい分け、練粉、充てん、乾燥、加

工、組立て、溶接、溶断、切断、若し

くは運搬をし、又は粉状の鉛等をホッ

パー、容器等に入れ、若しくはこれら

から取り出す業務 
４ 電線又はケーブルを製造する工程に

おける鉛の溶融、被鉛、剥鉛又は被鉛

した電線若しくはケーブルの加硫若し

くは加工の業務 
５ 鉛合金を製造し、又は鉛若しくは鉛

合金の製品(鉛蓄電池及び鉛蓄電池の部

品を除く。)を製造し、修理し、若しく

は解体する工程における鉛若しくは鉛

合金の溶融、鋳造、溶接、溶断、切断

若しくは加工又は鉛快削鋼を製造する

工程における鉛の鋳込の業務 
６ 鉛化合物を製造する工程において鉛

等の溶融、鋳造、粉砕、混合、空冷の

ための攪拌、ふるい分け、煆焼、焼

成、乾燥若しくは運搬をし又は粉状の

鉛等をホッパー、容器等に入れ、若し

くはこれらから取り出す業務 
７ 鉛ライニングの業務(仕上げの業務を

含む。) 
８ ゴム若しくは合成樹脂の製品、含鉛

塗料又は鉛化合物を含有する絵具、釉

薬、農薬、ガラス、接着剤等を製造す

る工程における鉛等の溶融、鋳込、粉

砕、混合若しくはふるい分け又は被鉛

若しくは剥鉛の業務 
９ 自然換気が不十分な場所におけるは

んだ付けの業務 
10 鉛化合物を含有する釉薬を用いて行

う施釉又は当該施釉を行った物の焼成

の業務 

11 鉛化合物を含有する絵具を用いて行

う絵付け又は当該絵付けを行った物の 

焼成の業務 
12 溶融した鉛を用いて行う金属の焼入

れ若しくは焼戻し又は当該焼入れ若し

くは焼戻しをした金属のサンドバスの

業務 
13 安衛法施行令別表第 4 第 8 号から第

11 号まで及び第 17 号に掲げる次の業

務 
1 鉛ライニングを施し、又は含鉛塗

料 
を塗布した物の破砕、溶接、溶断、

切断、鋲打ち(加熱して行う鋲打ちに

限る。)、加熱、圧延又は含鉛塗料の

かき落しの業務 
2 鉛装置の内部における業務 
3 鉛装置の破砕、溶接、溶断又は切

断 
の業務(②に掲げる業務を除く。) 

④  転写紙を製造する工程における鉛等

の粉まき又は粉払いの業務 
⑤ 動力を用いて印刷する工程におけ

る活字の文選、植字又は解版の業務 
14 上記１から 12 までの業務又は上記

13 の業務(②を除く。)を行う作業場所

における清掃の業務 
 
（3）除外業務（第 2 条） 

以下に該当する場合は、鉛則の除外業

務とされている。 
① 上記(2)の 11 の業務のうち、筆若し

くはスタンプによる絵付けの業務で、

当該業務に従事する労働者が鉛等によ

って汚染されることにより健康障害を

生ずおそれが少ないと所轄労働基準監

督署長が認定した業務 
② 鉛則第 24 条、第 25 条、第 28 条第

1 
項、第 29 条及び第 30 条に規定する換 
気装置の構造及び性能を有する局所排

気装置若しくは排気筒が設けられてい

る焼成窯による焼成の業務 
なお、所轄労働基準監督署長の認定

を受けることとした趣旨は、たとえ厚

生労働大臣が定めた業務に該当する業

務であっても、衛生管理が劣悪等のた

めに、鉛等により汚染が著しいか否か

をあらかじめ所轄労働基準監督署長に

確認させることにより、鉛則の適正な

運用を確保するためである(昭和 47 年

9 月 18 日基発第 589 号)。 
   

(4) 適用の除外(第 3 条) 
   以下のいずれかに該当する鉛業務に

労働者を従事させる場合は、鉛則の適

用は除外されることとしている。 
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1 鉛又は鉛合金を溶融するかま、る

つ 
 ぼ等の容量の合計が、50 リットルを

超えない作業場における 450 度以下

の温度による鉛又は鉛合金の溶融又

は鋳造の業務 
2 臨時に行う上記(2)の９から12まで 

に掲げる業務又はこれらの業務を行

う作業場所における清掃の業務 
3 遠隔操作によって行う隔離室にお 

ける業務 
  ④ 上記(3)に規定する業務 
 
４ 事業者が講ずべき措置（主なもの） 
  鉛による労働者の健康障害を防止する

ために、事業者が講ずべき措置は、上記

３の(2)に掲げる鉛則の対象業務について

それぞれ表７のとおりである。なお、設

備については、各業務に応じて、局所排

気装置又はプッシュプル型換気装置及び

用後処理装置(はんだ付けの業務は、全

体換気装置でも可。)の設置が定められ

ている。 
  
５ 設備の特例 (第 23 条から第 23 条の

3、第 27条) 

鉛業務を行う場合に発散する鉛等または 

焼結鉱等からの鉛の蒸気(ヒューム)又は鉛

等を含む粉じんにより作業場内の空気が汚

染されることを防止するため、鉛業務ごと

に局所排気装置、プッシュプル型換気装置

及び全体換気装置を設置することとしてい

るが、次のいずれに該当する場合には、当

該設備を設けなくてもよいこととされてい

る。この場合、以下の①から③までの場合

においては、防じんマスク等有効な呼吸用

保護具を使用させなければならない(第 58

条第 3項第 2号)。 

1 労働者が常時立ち入る必要がなく、

他 

の屋内作業場から隔離されている屋内

作業場の内部における業務 

2 出張して行い、又は臨時に行う業務 

3 側面の面積の半分以上が開放されて 

いる屋内作業場における鉛等又は焼結

鉱等の溶融又は鋳造の業務 

4 450度以下の温度において行う鉛又 

は鉛合金の溶融又は鋳造(前記３の(2)

の 1、3、5及び 6に掲げる鉛業務のう

ち鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業務

を除く。）の業務 

5 作業場所に排気筒を設け、又は溶融 

した鉛若しくは鉛合金の表面を石灰等

で覆って行う溶融の業務 

   なお、発散防止抑制の措置を講ずる 

  ことによって、鉛業務を行う作業場作 

業環境測定の結果が第１管理区分とな 

るときは、所轄労働基準監督署長の許

可を受けて、局所排気装置等を設けな

いことができる。 

 

 

 

Ⅱ－３ 四アルキル鉛中毒予防規則 (昭
和 47 年 9 月 30 日労働省令第 38 号) 

 
四アルキル鉛ばく露による疾病 
 四アルキル鉛を呼吸器、皮ふあるいは消

化器から体内に吸収すると中枢神経が障

害され、頭痛、めまい、嘔吐などの自覚

症状のほか、幻覚などの精神障害を特徴

とする。      
重症では、錯乱、血圧降下等をきたし

て死に至る場合がある。体内への吸収と

排出のいずれも早く、後遺症は残らな

い。 
 
１ 制定の背景・経緯及びその後の主な改

正点 
 (1) 四アルキル鉛は、ガソリンエンジン

のノッキングを防止するための添加剤

として開発された物質であり有害性が

極めて高く、四アルキル鉛中毒予防の

ための法規制の歴史は古い。 
我が国では、第 2 次世界大戦後、四

アルキル鉛の製造と石油精製は禁止さ

れていたが、連合国総司令部(GHQ)か
らの指示により石油精製事業再開の許

可条件として、1951年(昭和 26年)5月

に、「四エチル鉛危害防止規則」（昭

和 26 年労働省令第 12 号）が公布施行

された。 
その後、1958年(昭和 33年)7月に、

横浜市の米軍基地石油貯蔵タンク清掃

作業に従事していた作業者 29 名が四
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エチル鉛中毒にかかり、うち 8 名が死

亡した。 
また、四エチル鉛と同様に四メチル

鉛、三エチル・一メチル鉛、二エチ

ル・二メチル鉛及び一エチル・三メチ

ル鉛もアンチノック剤として実用の段

階に入ったことから、1961 年(昭和 36
年)5 月、これらの物質を規制対象に加

えた「四エチル鉛等危害防止規則」

(昭和 36 年労働省令第 14 号)が施行さ

れた。 
   1967 年(昭和 42 年)10 月、「ぼすと

ん丸事件」が発生して四エチル鉛等に

よって汚染された船内を清掃していた

労働者 8 名が死亡し、20 名が中毒とな

ったことを機に、同規則は全面的に改

正され、1968年(昭和 43年)4月、新た

に「四アルキル鉛中毒予防規則」(労
働省令第 4 号。以下「旧規則」とい

う。)として施行された。 
   その後、1972 年(昭和 47 年)安衛法

及び安衛法施行令の制定に伴い、旧規

則と同じ題名でその内容に検討を加

え、四アルキル鉛等作業主任者の資格

の変更、特別教育の実施、雇入れ時及

び配置換え時の健康診断の実施など四

アルキル鉛中毒の予防を一層効果的に

進めることとなった(労働省令第 38
号。以下「四アルキル鉛則」とい

う。)。 
その際、旧規則による通達は、四ア

ルキル鉛則にこれに相当する規定があ

るものについては、当該規定に関して

出されたものとして取り扱うこととさ

れた(昭和 47 年 9 月 18 日基発第 590
号)。 

なお、1970年(昭和 45年)5月、東京

新宿区の牛込柳町交差点付近における

大気汚染問題が社会的に大きく取り上

げられたことを契機に、自動車のガソ

リンの無鉛化が進み、四アルキル鉛

は、航空ガソリン用のアンチノック剤

など特殊な用途以外では使用されなく

なっ 
た。 

(2) その後の主な改正 
2005 年(平成 17 年)11 月、安衛法の改

正により、特定化学物質等作業主任者技

能講習と四アルキル鉛等作業主任者技能

講習を統合して、「特定化学物質及び四

アルキル鉛等作業主任者技能講習」とし

て翌年 4 月に施行された。 
 
２ 構成 
(1) 第 1 章 総則(第 1 条) 
(2) 第 2 章 四アルキル鉛等業務に係る

措置(第 2 条－第 21 条) 
(3) 第 3 章 健康管理(第 22 条－第 26
条) 

(4) 第 4 章 特定化学物質及び四アルキ

ル鉛等作業主任者技能講習(第 27 条) 
附則 

 
３ 定義および範囲 (第 1 条) 
１ 四アルキル鉛（安衛法施行令別表

第 5 第 1 号） 
  四メチル鉛、四エチル鉛、一メチ

ル・三エチル鉛、二メチル・二エチル

鉛及び三メチル・一エチル鉛並びにこ

れらを含有するアンチノック剤 
２ 四アルキル鉛等（安衛法施行令別

表第 5 第 4 号） 
  四アルキル鉛及び加鉛ガソリン(四
アルキル鉛を含有するガソリンをい

う。) 
３ 四アルキル鉛等業務 

安衛法施行令別表第５に掲げる四ア

ルキル鉛業務(下記４「対象となる業

務」参照) 
 
① 四アルキル鉛を製造する業務（四

アルキル鉛が生成する工程以後の工程

に係るものに限る。） 
② 四アルキル鉛をガソリンに混入す

る業務(四アルキル鉛をストレージタ

ンクに注入する業務を含む。) 
③ ①、②に掲げる業務に用いる機械

又は装置の修理、改造、分解、解体、

破壊又は移動を行う業務(④に掲げる

業務に該当するものを除く。) 
④ 四アルキル鉛及び加鉛ガソリン(四
アルキル鉛を含有するガソリンをい

う。)によりその内部が汚染されてお

り、又は汚染されているおそれのある

タンクその他の設備の内部における業

務 
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⑤ 四アルキル鉛等を含有する残さい

物(廃液を含む。)を取り扱う業務 
⑥ 四アルキル鉛が入っているドラム

かんその他の容器を取り扱う業務 
⑦ 四アルキル鉛を用いて研究を行う

業務 
⑧ 四アルキル鉛等により汚染されて

おり、又は汚染されているおそれのあ

る物又は場所の汚染を除去する業務

(②又は④に掲げる業務に該当するも

のを除く。) 
４ 対象となる業務 (安衛法施行令別表 
第５) 
 
５ 事業者が講ずべき措置（主なもの） 
 （表 8） 

 
 
 
 
Ⅱ－４ 特定化学物質障害予防規則（昭和

47 年 9 月 30 日労働省令第 39 号) 
 
特定化学物質よる健康障害 
 特定化学物質による障害のおこり方は、 
以下の 2 つに区分される。 
１ 皮ふ又は粘膜(眼、呼吸器、消化器)の
接触部位で直接障害をおこすもの 

  塩素、フッ化水素などは皮ふに付着す

ると皮ふが痛み、赤くなって、水疱、潰

瘍などが見られる。眼に接触すると角膜

炎、結膜炎、時には失明することがあ

る。呼吸器に接触すると気管支炎、肺

炎、肺水腫を引き起こす。 
２ 皮ふ、呼吸器および消化器から吸収さ

れて一定量が蓄積され、特定の器官(標
的臓器)に蓄積され障害を起こすもの  
特定化学物質の大部分はこれに属す

る。 
ベンジジン(膀胱がん)、クロム(肺が

ん、上気道がん)、カドミウム(肺がん)、
砒素(皮ふがん、肺がん)、ニッケル(肺が

ん、鼻腔がん)など、また特別有機溶剤

であるクロロホルムはじめ 12 物質には

発がん性が認められている。 
 
１ 制定の背景・経緯及びその後の主な改

正点 

（1）1960 年代に入り、各種の化学物質に

よる健康障害が増加した状況の中、

1970 年(昭和 45 年)、当時の労働省(現
在の厚生労働省)は、化学物質による

職業がん等の予防をするため、化学物

質等を製造・使用している約14,000事
業場を調査し、その結果に基づいて

1971 年(昭和 46 年)4 月 28 日、労働基

準法に基づく「特定化学物質等障害予

防規則」(昭和 46年労働省令第 11号。

以下「旧規則」という。 )が公布さ

れ、5 月 1 日から施行された。 
1972 年(昭和 47 年)の安衛法及び安

衛法施行令の施行にともない、旧規則

は、その内容に検討を加えるととも

に、一定の有害物についての製造等の

禁止、製造の許可及び流通段階におけ

る有害表示の規制等、健康障害の防止

の充実を期することとした改正を行っ

た(昭和 47 年 9 月 30 日労働省令第 39
号)。旧規則との主な相違は次のとお

りである。 
ⅰ）安衛法によって有害物の製造禁止 
及び製造許可の制度が新設されたこ

とに伴い、規制対象物質の分類を整

理し、新たに「許可物質」の分類が

設けられる等、旧規則の第 1 類物質

を中心に分類が改められたこと。 
ⅱ）許可物質を使用する一定の作業に 
ついて、局所排気装置及び除じん装

置を設置すべきことが定められたこ

と。 
ⅲ）特定化学物質等作業主任者技能講

習を修了した者のうちから特定化学

物質等作業主任者を選任しなければ

ならないと定められたこと。 
なお、旧規則による通達は、その 

後改正された同規則にこれに相当す

る規定があるものについては、当該

規定に関して出されたものとして取

り扱うこととされた(昭和 47 年 9 月

18 日基発第 591 号)。 
(2) その後の主な改正            

  ① 昭和 50 年 9 月 30 日(労働省令第

26 号)による改正 
  社会的に大きな関心事となった職業が

ん等の職業性疾病の発生状況に鑑み、ベ

ンゼンほかの規制対象物質を追加すると
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ともに、その規制区分を変更し、また、

規制対象となる特定化学物質等について

その含有物を定めたことをはじめ、以下

の主な改正を行った。 
  ア 第 1 類物質のうちベリリウム等を

加工する作業場所に局所排気装置を

設けること、また、特定第 2 類物質

を製造する設備は、密閉式の構造と

すること等設備に関する措置につい

て定めたこと。    
イ 特定化学設備又はその付属設備に

関して、従来の作業要領に代えて作

業規程を定めることとし、これによ

り作業を行わなければならないこと

としたこと。 
 ウ 局所排気装置、除じん装置、排ガ

ス処理装置、排液処理装置、特定化

学設備等の点検を行ったときは、そ

の結果を記録し、これを保存しなけ

ればならないこととしたこと。 
  エ 作業環境測定の結果の記録のう

ち、一定の物質に係る記録について

は、30 年間保存するものとしたこ

と。 
  オ 特定化学物質等のうち、一定の物

質に係る特殊な作業等について、健

康障害を防止するため必要な措置を

具体的に定めたこと。 
  カ 特別管理物質に係る特定化学物質

等健康診断個人票について、30 年間

保存するものとしたこと。 
② 昭和 63 年 9 月 1 日(労働省令第 26
号)による改正 

  第 1 類物質及び第 2 類物質のうち一定

のものに係る屋内作業場について作業環

境測定を行ったときは、作業環境評価基

準に従って、第 1 管理区分、第 2 管理区

分又は第 3 管理区分に区分することによ

り測定結果の評価を行い、その結果を記

録しておかなければならないこととした

こと。 
③ 平成 7 年１月 26 日(労働省令第 3 号)に
よる改正 

  石綿等の切断、穿孔、研磨等の作業に

労働者を従事させるとき、建築物の解体

等の作業を行うときに講ずべき措置を定

めたこと。また、石綿の含有物の範囲を

含有量が 5 パーセントを超えるものから

1 パーセントを超えるものに拡大するも

のとしたこと。 
④ 平成 17 年 2 月 24 日(厚生労働省令第

21 号)による改正 
  石綿については、原則製造等が禁止さ

れ、他の特定化学物質と措置内容が異な

るため、旧規則から分離独立して「石綿

障害予防規則」(平成 17 年厚生労働省令

第 21 号)とされたことに伴い、関係規定

を改めたこと。 
⑤ 平成 18 年 1 月 5 日(厚生労働省令第 1
号)による改正 

  石綿が特定化学物質等障害予防規則か

ら分離独立したことから、それまでの題

名のうち「等」が外され、「特定化学物

質障害予防規則」（以下「特化則」とい

う。）と改めるとともに、特定化学物質

作業主任者を特定化学物質及び四アルキ

ル鉛等作業主任者技能講習修了者から選

任することとしたこと。また、健康診断

の結果について、遅滞なく、労働者に対

して通知しなければならないこととした

こと。 
⑥ 平成 19 年 12 月 28 日(厚生労働省令第

155 号)による改正 
  それまで第 3 類物質としていたホルム

アルデヒド及びホルムアルデヒドをその   
重量の 1％を超えて含有する製剤その他

の物(以下「ホルムアルデヒド等」とい

う。)を特定第 2類物質に追加し、特別管

理物質としたこと。 
なお、その後の改正において、いくつ 

かの物質を特定第 2 類物質として追加

し、特別管理物質とした。 
⑦ 平成 20 年 11 月 12 日(厚生労働省令第 

158 号)による改正 
  管理第 2 類物質に、 
  ⅰ) ニッケル化合物及びニッケル化 

合物をその重量の 1％を超えて含有す

る製剤その他の物(以下「ニッケル化合

物等」という。) 
  ⅱ) 砒素及びその化合物並びにこれ 

らをその重量の 1％を超えて含有する

製剤その他の物(以下「砒素等」とい

う。) 
  を追加し、特別管理物質としたこと。 
⑧ 平成 24 年 4 月 2 日(厚生労働省令第 71 
号)による改正 
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  局所排気装置等以外の発散防止抑制措 
置を講ずることにより、特定化学物質を

製造し、又は取り扱う業務を行う作業場

の作業環境測定の結果が第１管理区分と

なるときは、所轄労働基準監督署長の許

可を受けて、局所排気装置等を設けない

ことができることとしたこと。 
⑨ 平成 24 年 10 月 1 日(厚生労働省令第 

143 号)による改正 
  インジウム化合物等、コバルト等及び 
エチルベンゼン等を管理第 2 類物質に追

加し、これらの物質を製造し、又は取

り扱う業務を特殊健康診断の対象業務

としたこと。 
9 平成 26 年 8 月 25 日(厚生労働省令 
第 101 号)による改正 

   大阪の印刷事業場における胆管がん

の発生を契機に、それまで有機則にお

ける第 1 種有機溶剤の５物質及び第 2
種有機溶剤の５物質並びにエチルベン

ゼン及び 1・2 ジクロロプロパンの計

12 物質を、職業がんの原因となる可能

性があることを踏まえて、新たに「特

別有機溶剤」として第２類物質として

追加し、所要の改正を行ったこと。 
 ⑪ 平成 29 年 3 月 29 日(厚生労働省令

第 29 号)による改正 
   産業医への労働者の業務に関する情

報の提供義務を定めた規定を追加した

こと。 
 ⑫ 令和 2 年 3 月 3 日(厚生労働省令第

20 号)による改正 
   医学的知見の進歩、化学物質の使用

状況の変化、化学物質による健康障害

に関する状況の変化に対応して、主に

以下のような特殊健康診断の項目の改

正を行ったこと。 
ア トリクロロエチレン等の特別有機 

溶剤について、発がんリスクや物質

の特性に応じた健診項目に見直した

こと。 
  イ カドミウム又はその化合物につい 

て、腎臓機能障害を予防・早期発見

するための項目の追加等を行ったこ

と。 
  ウ 塩素化ビフェニル等 11 物質につ 
 

いて、医師が必要と認めた場合を除い

て肝機能検査の項目を削除したこと。 
   以上に加え、効果的・効率的な特種

健康診断を実施するための健診項目の

整備を行ったこと。 
 ⑬ 令和 2 年 4 月 22 日(厚生労働省令第

89 号)による改正 
  ア 塩基性酸化マンガンに神経機能障

害発症の危険性が確認されたことか

ら、塩基性酸化マンガンを管理第２

類物質として追加したこと。 
イ 神経機能障害及び肺がんの発症の

危険性が確認された溶接ヒュームを

管理第２類物質に加え、溶接ヒュー

ムを発生させる金属アーク溶接等作

業に係る措置を定めたこと。 
 
２ 構成 
(1) 第 1 章 総則(第 1 条～第 2 条の 2) 
(2) 第 2章 製造等に係る措置(第 3条～ 
第 8 条) 

(3) 第 3 章 用後処理(第 9 条～12 条の 
2) 

(4) 第 4 章 漏えいの防止(第 13 条～第 
26 条) 

(5) 第 5 章 管理(第 27 条～第 38 条の 
4) 

(6) 第 5 章の 2 特殊な作業等の管理(第 
38 条の 5～第 38 条の 21) 

(7) 第 6 章 健康診断(第 39 条～第 42 
条) 

(8) 第 7 章 保護具(第 43 条～第 45 条) 
(9) 第 8 章 製造許可等(第 46 条～第 50 

条の 2) 
(10) 第９章 特定化学物質及び四アル 
キル鉛等作業主任者技能講習(第 51 条) 

(11) 第 10 章 報告(第 52 条・第 53 条) 
附則 
別表 

 
３ 事業者の責務（第 1 条） 
  「事業者は、化学物質による労働者の

がん、皮膚炎、神経障害その他の健康障

害を予防するため、使用する物質の毒性

の確認、代替物の使用、作業方法の確

立、関係施設の改善、作業環境の整備、

健康管理の徹底その他必要な措置を講

じ、もって、労働者の危険の防止の趣旨

に反しない限りで、化学物質にばく露さ
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れる労働者の人数並びに労働者がばく露

される期間及び程度を最小限度にするよ

う努めなければならない。」 
  なお、上記の「労働者の危険の防止の

趣旨に反しない限り」とは、化学物質等

にばく露される労働者の人数並びにばく

露される期間及び程度を最小限にするこ

とを重視するあまり、かえってプラント

の運転等が危険に陥り、労働者の安全の

確保に反することのないよう留意すべき

ことを定めたものである(昭和 50年 10月

1 日基発第 573 号)。 
 
４ 定義、適用の対象等について 
 (1) 定義（第 2 条） （図５） 

特定化学物質 第1類物質、第２類物質

及び第 3 類物質（75 物質） 

１ 第1類物質 安衛法施行令別表第３

第 1 号に掲げる物（７物質） 
  安衛法第 56 条の製造許可の対象物

質として、製造する場合には厚生労

働大臣の許可が必要である物質。許

可要件として、製造設備、作業方法

等に関して一定の基準を定めてい

る。 
２ 第2類物質 安衛法施行令別表第３

第 2 号に掲げる物 (60 物質) 
主として、慢性障害の発生を防止

するため、ガス、蒸気又は粉じんの

発散源を密閉する装置、局所排気装

置又はプッシュプル型換気装置を設

置し、作業環境気中濃度を一定基準

以下に抑制し、慢性的障害を予防す

ることが必要である物質。以下に、

分類される。 
1 特定第 2 類物質(26 物質） 
・令別表第 3 第 2 号 1,2,4～7,8 の 2, 
12,15,17,19,19 の 4,19 の 5,20,23,23
の 2,24,26,27,28～30,31 の 2,34,35 及

び 36 に掲げる物 
・別表第 1 第 1 号,第 2 号,第 4 号～第

7号,第 8号の 2,第 12号,第 15号,第 17
号,第 19 号,第 19 の 4 号,第 19 の 5 号,
第 20号,第 23号,第 23号の 2,第 24号,
第 26 号,第 27 号,第 28 号～第 30 号,
第 31 号の 2,第 34 号,第 35 号及び第

36 号に掲げる物 

2 特別有機溶剤(12 物質) （表９） 
令別表第 3 第 2 号 3 の 3,11 の 2,18 
の 2～18 の 4,19 の 2,19 の 3,22 の 2 
～22 の 5 及び 33 の 2 に掲げる物 

3 特別有機溶剤等  
特別有機溶剤及び別表第 1 第 3 号の

3,第 11 号の 2,第 18 の 2～第 18 の 4,
第 19 の 2,第 19 の 3,第 22 の 2～第

22 の 5,第 33の 2 及び第 37 号に掲げ

る物 
4 オーラミン等(2 物質)  
・令別表第 3 第 2 号 8 及び 32 に掲げ 
る物 
・別表第 1 第 8 号及び第 32 号に掲げ 
る物 
⑤ 管理第 2 物質(20 物質)  
上記①、③、④以外の物質 

３ 第3類物質 安衛法施行令別表第３

第 3 号に掲げる物（8 物質） 
特定化学設備からの大量漏えい事 

故により発生する急性的症状を予防 
するため、一定の設備基準及び管理

を必要とする物質 

上記の物質の第 1 類物質及び第 2 類物質 
のうち、発がん性が認められる 44 の物質

については、「特別管理物質」として当該

物質を製造し、又は取り扱う作業場には、

その取扱う特別管理物質の名称その他の事

項を掲示しなければならず、常時当該作業

に従事する労働者に関する作業の記録と健

康診断の記録を作成して 30 年間保存しな

ければならないこととされ、特に厳しく規

制されている(第 38 の 3、第 38 条の 4）。 
第１類物質は、主として尿路系器官にが 

ん等の腫瘍を発生させ、またはそのおそれ

の高いものを列挙しており、塩素化ビフェ

ニル (PCB)を除き、すべて「特別管理物

質」として原則として健康診断の実施及び

その記録の３０年間の保存が義務付けられ

ている。 
第２類物質は、主として慢性障害の発生 

を防止するため、ガス、蒸気又は粉じんの

発散源を密閉させる設備又は局所排気装置

を設け、作業環境気中の濃度を一定基準以

下とするための設備等を必要とする物質で

あるが、「特別管理物質」もある。 
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第３類物質は、緊急時以外は健康診断は 
なく、管理濃度も定められていないので、

作業環境測定も義務付けられていない。ま

た、局所排気装置の設置も義務付けられて

いないが、排液処理は必要である。 
 
(2) 適用の対象 
  物質を対象として適用について定め、 

当該物質を「製造し、又は取り扱う業

務」 

とまとめており、他の各規則のように個 

別の業務、作業又は場所を適用の対象と 

していない。 

  なお、適用の除外の対象(下記(3))に

つ 

いては、個別の業務を具体的に定めてい 

る。 

 

(3）適用の除外 (第 2条の２) 

  特別有機溶剤等やコバルト等、酸化プ 

ロピレン等、三酸化二アンチモン等、4

ジメチル—二・二—ジクロロビニルホスフ

ェイト(DDVP)等、ナフタレン等、リフラ

クトリーセラミックファイバー等を製造

し、また又は取り扱う業務のうち一定の

個別の業務については、リスク評価の結

果、労働者のばく露による健康障害のお

それが低いと判断されたものについて、

表示に係る事項以外についての適用が除

外される。 

なおエチルベンゼン、コバルト及びそ 

の無機化合物、三酸化二アンチモン、ナ

フタレン及びリフラクトリーセラミック

ファイバーは、ヒトに対する発がん性の

おそれがあることから、これらの業務に

ついて自主的な管理を行う必要がある

(平成 24 年基発 1026 第 6 号、平成 27 年

基発 0930第 9号、平成 29年基発 0519第

6号)。 

 

５ 事業者の講ずべき措置（主なもの） 

  上記４の(2)のとおり、事業者の講ず

べき措置については、物質を対象として

適用について定めており、第 1 類物質、

第 2 類物質及び第 3 類物質の区分により

規定されている。(表 10) 

 
６ 設備・設備の特例（第 3 条～第 6 条の

3）  
（1）第 1 類物質の取扱いに係る設備（第 

3 条） 
  発散源を密閉する設備、局所排気装置 
 又はプッシュプル型換気装置を設けるこ 
と。 

（2）第 2類物質の製造等に係る設備（第 4
条～第 6 条の 2） 

  発散源を密閉する設備、局所排気装置

又はプッシュプル型換気装置、又は全体

換気装置を設けること。 
なお、屋内作業場の空気中における第

2 類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度

が常態として有害な程度になるおそれが

ないと所轄労働基準監督署長が認定した

ときは、(1)及び(2)は適用されない。 
また、発散防止抑制装置を講ずること

により、作業場の作業環境測定の結果が

第 1 管理区分となるときは、所轄労働基

準監督署長の許可を受けて、局所排気装

置等を設けないことができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅱ－５ 高気圧作業安全衛生規則 (昭和

47 年 9 月 30 日労働省令第 40 号) 
 
気圧の変化による健康障害 
  潜水業務や圧気工法における高圧室内

作業などの作業に従事する場合に、高圧

の影響や、高圧の環境下から常圧に戻る

ときの減圧の影響を受けて、次の健康障

害が起こる。 
１ 高圧による障害 

加圧された環境で作業をする場合、

肺、耳、副鼻腔などの空洞を持つ組織

は、空気の移動が十分でないと締め付

けられた痛みを生じる(スクイーズ)。
また、血液や組織中には、圧力に応じ

て酸素、窒素、二酸化炭素のガスなど

が溶解するので、高圧下では酸素中

毒、窒素酔い、炭酸ガス中毒を起こす

ことがある。 
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 ２ 減圧による障害 
  ア 減圧症 
    高圧の環境下で血液や組織中に溶

解した窒素ガスが、減圧時に気泡化

して、血液循環障害や組織を圧迫し

たりして、皮ふのかゆみ、関節や筋

肉の痛み、呼吸困難、運動麻痺や知

覚障害などが生じる。 
  イ 空気塞栓症 
    潜水作業で急速に浮上した場合や

十分に息を吐かないで浮上した場

合、肺が過膨張となって、肺内の空

気が肺胞を傷つけ、肺の毛細血管に

侵入し、動脈を経由して脳動脈など

を閉塞して、意識障害、頭痛、脳梗

塞を引き起こす。 
  ウ 骨壊死 
   潜水者に多く見られ、骨組織が破壊

される。 
 
１ 制定の背景・経緯及びその後の主な改

正点 
（1）圧縮空気を送気して掘削を行う潜函

工法その他の圧気工法に従事する労働者

は、減圧症等の高気圧障害を起こす危険

があることから、1961 年(昭和 36 年)に
高気圧障害防止規則(昭和 36 年労働省令

第 5 号。以下「旧規則」という。)が制定

された。 
その後、1972 年(昭和 47 年)の安衛法

及び安衛法施行令の施行に伴い、旧規則

の内容に検討を加え、高圧室内作業主任

者及び潜水士の免許試験制度の新設、高

気圧業務従事者の特別の健康診断の規制

を新たに加えること等により、高気圧障

害の防止の充実を期することとして全面

的に改正された(昭和 47年 9月 30日労働

省令第 40 号)。 
 
（2）その後の主な改正 
 ① 昭和 52 年 3 月 19 日(労働省令第 2

号)による改正 
   潜函工事等における労働災害の発生

状況にかんがみて、以下の事項を要点

とした改正を行った。   
  ア 一部の規定を除き、規制の対象

を、高圧室内業務にあっては大気圧

を超える気圧下における作業に、潜

水業務にあっては水面下における作

業にまで拡大したこと。 
  イ 空気圧縮機による空気圧縮過程か

ら作業室等の排気管からの排気過程

に至るまでの圧気工法全体をシステ

ムとして把握し、これに係る設備及

び作業方法について規制を整備する

ことにより高圧室内作業について、

減圧症の防止に加えて危険及び一酸

化炭素中毒その他の健康障害を防止

することとしたこと。 
  ウ 上記イに伴い、従来安衛則に規定

されていた圧気工法による加圧下の

作業場所における労働者の危険防止

のための規定を、旧規則に移し、そ

の題名を「高気圧作業安全衛生規

則」（以下「高圧則」という。）と

改めたこと。なお、旧規則に関する

通達で、改正後の高圧則における規

定に相当するものについての事項

は、当該規定に関して出されたもの

として取り扱うこととされた(昭和

52 年 4 月 25 日基発第 246)。 
② 昭和 55年 12 月 2 日(労働省令第 31 号)
による改正 

   高圧室内作業に係る業務を安衛法第

59 条第 3 項に定める特別教育の対象と

したこと。 
その後の主な改正として、減圧速度の規 

定の見直し(平成 26 年 12 月 1 日厚生労働

省令第 132 号)、高圧室内業務における火

傷等の防止に関する規制の見直し(平成 30
年 2 月 2 月 9 日厚生労働省令第 14 号)が行

われた。 
 
２ 構成 

(1) 第 1 章 総則(第 1 条・第 1 条の 2) 
(2) 第 2 章 設備(第 2 条～第 9 条) 
(3) 第 3 章 業務管理(第 10 条～第 37  
 条 
(4) 第 4 章 健康診断及び病者の就業 

禁止(第 38 条～第 41 条) 
(5) 第 5章 再圧室(第 42条～第 46条) 
(6) 第 6 章 免許(第 47 条～第 55 条) 
附則 

 
３ 事業者の責務 (第 1 条） 
 「事業者は、労働者の危険又は高気圧障
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害その他の健康障害を防止するため、作

業方法の確立、作業環境の整備その他必

要な措置を講ずるよう努めなければなら

ない。」 
  なお、上記の「その他必要な措置」と

しては、例えば次のものがある。 
1 工期の早い段階からエレベーター 
を設置するなどの工程の改善 

2 作業計画を定めるに当たり、例え

ば、 
以下の事項を盛り込むこと 

   ア Ⅿ値の算出に当たり高い安全率    
    を算出すること   

イ 減圧に要する時間ができるだけ

短くて済むような呼吸用ガスを使

用すること 
   ウ 体内に蓄積された窒素ガスを速

やかに対外へ排出するために呼吸

用ガスの酸素濃度を高めて減圧を

行う方法を採用すること 
 (平 27・1・9 基発 0109 第 2) 

 
４ 定義及び範囲 (第 1 条の２) 
１ 高気圧障害   

高気圧による減圧症、酸素、窒素又

は炭酸ガスによる中毒その他の高気圧

による健康障害 
２ 高圧室内業務   
  安衛法施行令第 6 条第 1 号の高圧室

内作業※における業務 
※高圧室内作業・・・潜函工法その他

の圧気工法により、大気圧を超える

気圧下の作業室又はシャフトの内部

において行う作業 
３ 潜水業務   
 安衛法施行令第 20 条第 9 号の業務 

潜水の業務(安衛法施行令第 20条第 9
号)・・・潜水器を用い、かつ、空気圧

縮機若しくは手押しポンプによる送気

又はボンベからの給気を受けて、水中

において行う業務 
４ 作業室 
  潜函工法その他の圧気工法による作

業を行うための大気圧を超える気圧下

の作業室 
５ 気こう室 
  高圧室内業務に従事する労働者が、

作業室への出入りに際し加圧又は減圧

を受ける室 
６ 不活性ガス 
 窒素及びヘリウムの気体 

 
５ 事業者の講ずべき措置（主なもの） 
 （表 11） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅱ－６ 電離放射線障害防止規則（(昭和

47 年 9 月 30 日労働省令第 41 号) 
 
電離放射線による健康障害 
  電離放射線による健康影響は、身体的

影響と遺伝的影響がある 
１ 身体的影響   

放射線に被ばくした本人に障害が現れ

る。急性障害として、急性放射線症(急
性死、悪心、嘔吐)、造血器障害(白血球

減少、貧血、出血傾向)、生殖器障害(無
精子症、不妊 )、皮ふ障害 (皮ふ炎、脱

毛、潰瘍)があり、数十年の潜伏期間を

経て発症する晩発障害として白内障、白

血病、甲状腺がん等の悪性腫瘍がある。 
２ 遺伝的影響 
  放射線にばく露した本人の子孫に障害

が現れる。遺伝子突然変異、染色体異常

がある。 
 
１ 制定の背景・経緯及びその後の主な改 
正点 
(1) 安衛法制定前 
① 昭和 34 年 3 月 31 日電離放射線障

害防止規則」(労働省令第 11 号)の制

定 
1950 年(昭和 25 年)、我が国に戦
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後初めて放射性物質が輸入され、そ

の後 1957 年（昭和 32 年)に制定さ

れた科学技術庁が所管する「「放射

性同位元素等による放射線障害防止

に関する法律」（法律第 167 号）に

対応して、1959 年(昭和 34 年)3 月

31 日、労働基準法に基づく省令とし

て「電離放射線障害防止規則」（以

下「旧規則」という。）が公布さ

れ、同年 7 月 1 日に施行された。 
 ② 昭和 38 年 12 月 28 日労働省令第 21

号による改正 
1959 年(昭和 34 年)、国際放射線防

護委員会(ICRP)は、それまで短期間の

被ばく許容量をもとにしていた規制方

法を大幅に修正し、長期間にわたる許

容線量による放射線業務従事者個人の

健康管理と集団の遺伝的形質の低下の

防止を図ることとした勧告を行い、こ

れに基づき、旧規則を改正し、1963
年(昭和 38 年)12 月 28 日公布、翌年 1
月 1 日から施行となった。主な改正の

内容は、以下のとおりである。 
  ア 管理区域及び警戒区域の２とおり

の区域の設定を廃止して管理区域の

規制のみとして、放射線防護につい

ての必要な基準の整備等を行ったこ

と。 
  イ 放射線業務従事者の集積線量につ

いて許容値を定め、年平均 5 レムの

範囲内で抑え、かつ 3 か月間の被ば

く線量の限度(3 レム)が規定された

こと。 
  ウ 被ばく線量の測定結果についての

記録及び関係労働者への周知義務が

規定されたこと。 
エ エックス線装置等放射線装置につ

いては、原則として専用の室に設置

すべきこととし、専用の放射線装置

室に設置することが困難なエックス

線装置などについては、立入禁止区

域の設定を義務付けることによる除

外が認められたこと。 
  オ 規格を要するエックス線装置の基

準が改められたこと。 
  カ 密閉していない放射性物質を取り

扱う作業は、原則として専用の作業

室内で行うこととしたこと。 

キ 健康診断については、検査内容を

整備し、定期健康診断の回数を従来

の年 4 回から 6 か月以内ごとに改め

られたこと。 
  ク 工業用のエックス線装置の使用に

際しては、管理区域ごとにエックス

線作業主任者の選任が必要とされた

こと。 
（2）安衛法制定以後 

① 昭和 47年 9月 30日労働省令第 41
号による改正 

    1972 年(昭和 47 年)の安衛法制定

に伴い、旧規則も他の労働衛生関連

規則と同じく所要の改正が行われ

(規則の名称は変わらない。以下

「電離則」という。)、「放射線業

務」が安衛法施行令別表第 2 に移さ

れ、また、作業環境測定の章が設け

られ、さらに女性の腹部に受ける許

容量の規制などが新たに規定された

が、基本的な考え方には大きな変更

はなかった。 
② 昭和 50年 3月 29日労働省令第 12 
号による改正 

    1973 年(昭和 48 年)頃、造船業に

おける非破壊検査に係るガンマ線透

過写真撮影作業において多くの被ば

く事故が発生したことが明るみに出

たのを契機として、労働安全衛生法

施行令の一部を改正する政令(昭和

50 年 1 月 14 日政令第 4 号)により、

ガンマ線照射装置を用いて行う透過

写真の撮影の作業が安衛法第 14 条

の作業主任者を選任する作業とされ

たこと、また、ガンマ線照射装置が

同法第 45 条の定期に自主検査を行

うべき機械等として追加されたこと

等に伴い、以下の事項について定め

られたこと。 
  ア 透過写真撮影用ガンマ線照射装置

を使用する場合の放射線の遮へい装

置、放射線源の取出しの方法、作業

の届出等について 
  イ 透過写真撮影用ガンマ線照射装置

に係る定期自主検査の時期、事項等

について 
ウ ガンマ線照射装置を用いて行う透

過写真の撮影の作業に係る作業主任
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者の選任、職務等について 
エ ガンマ線照射装置などを用いて行

う透過写真の撮影の業務が、安衛法

第 59 条の特別の教育を行うべき業

務とされたことに伴う当該教育の科

目等 
③ 昭和 63 年 10 月 1 日労働省令第 32
号による改正 

   放射線審議会に採用された国際放射

線防護委員会(ICRP)の 1977 年勧告を

踏まえて、以下の改正が行われた。 
  ア 放射線による人体への影響を確率

的影響(発がん、遺伝的影響)と確定

的影響（白内障、皮ふ障害等)に分

けて、それぞれ適切な被ばく管理を

行うこと。 
  イ 管理区域の設定の要否を、外部放

射線による実効線量当量と空気中の

放射性物質による実効線量当量との

合計によって決めることとしたこ

と。 
  ウ 放射線業務従事者の被ばく限度

に、実効線量当量と組織線量当量を

導入し、それぞれの年限度を設ける

とともに集積線量規制を廃止したこ

と。 
④ 平成 11 年 11 月 30 日労働省令第 46 

号による改正 
    1999年(平成 11年)9月に茨木県東

海村の核燃料加工施設内において臨

界事故が発生したことに対応して、

原子力施設における各燃料物質等の

取扱業務について、以下のように安

衛則及び電離則を改正した。 
   ア 加工施設等又は原子力施設の管

理区域内において核燃料物質等を

取り扱う作業を行う場合における

作業規程を定め、関係労働者に周

知すること。 
   イ 加工施設等又は原子力施設の管

理区域内において核燃料物質等を

取り扱う業務が安衛法第 59 条の

特別の教育を行うべき業務とされ

たことに伴い、当該教育の科目な

どが定められたこと。 
⑤ 平成 13 年 3 月 27 日厚生労働省令第 

42 号による改正 
   放射線審議会が、国際放射線防護委

員会(ICRP)の 1990 年勧告の国内採り

入れについて検討を行った意見具申を

踏まえて、以下の改正が行われた。 
   ア 「線量当量」を「線量」に、

「実効線量当量」を「実効線量」

に改正する等の用語の変更を行っ

た。 
イ 管理区域を実効線量が３か月に

つき 1.3 ミリシーベルトを超える

おそれのある区域等としたこと。 
   ウ 放射線業務従事者の受ける実効

線量を５年間につき 100 ミリシー

ベルトかつ１年間につき 50 ミり 
シーベルト以内としたこと。 

   エ 被ばく線量及び健康診断結果の

記録の保存年限を 30 年としたこ

と。 
    オ 放射線業務に常時従事する労働

者に対する健康診断を一律６か月

以内ごとに１回としたこと。 
   カ 緊急作業に従事する間に受ける

線量について、眼の水晶体が受け

る等価線量を 300 ミリシーベルト

以内及び皮ふに受ける等価線量を

１シーベルト以内としたこと。 
⑥ 平成 17 年 6 月 1 日厚生労働省令第

98 号による改正 
   放射性物質の定義に国際原子力機関

(IAEA)等が提唱した放射性同位元素ご

との数量及び濃度の数値基準(国際免

除レベル)を取り入れ、所要の改正を

行ったこと。 
⑦ 平成 23 年 12 月 22 日厚生労働省令

第 152 号による改正 
(1) 第 1 章 総則(第 1 条、第 2 条) 
(2) 第 2 章 管理区域並びに線量の限度

及び測定(第 3 条～第 9 条) 
(3) 第 3 章 外部放射線の防護(第 10 条

～第 21 条)   
(4) 第 4 章 汚染の防止(第 22 条～第 41 

   2011 年(平成 23 年)3 月 11 日に東日

本大震災が発生したことによる「除染

電離則」等の制定に伴い、電離則第 2
条第 3 項の「放射線業務」から、除染

電離則第 2 条第 5 項で定める「土壌等

の除染等の業務」及び第 7 項に定める
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「廃棄物収集等業務」を除き、除染電

離則が適用となる業務については、電

離則の適用はないこととしたこと。 
⑧ 平成 25 年 4 月 12 日厚生労働省令第

57 号による改正 
  上記東日本大震災に伴う東京電力福島

第１原子力発電所の事故により放出され 
た放射性物質により汚染された廃棄物及

び土壌の処分の業務が実施される見込みと

なり、当該業務に従事する労働者の放射線

障害を防止するための改正を行ったこと。 
9 平成 27 年 8 月 31 日厚生労働省令 

第 134 号による改正 
  原子力緊急事態が発生した場合などに 
備え、事故の状況により、被ばく限度を

250 ミリシーベルトを超えない範囲で厚

生労働大臣が別に定めることができると

する「特例緊急被ばく限度の設定」とそ

れに伴う所要の改正が行われたこと。    
⑩ 令和 2 年 4 月 1 日厚生労働省令第 82
号による改正 
放射線業務従事者が眼の水晶体に受け

る等価線量の限度を、1 年間につき 1  

50 ミリシーベルトから 50 ミリシーベル

トに引き下げるとともに、5 年間につき

100 ミリシーベルトの被ばく限度を追加

したこと。 
  管理区域の内部における外部被ばくに

よる線量の測定について、1 センチメー

トル線量当量、3 ミリメートル線量当量

及び 70 マイクロメートル線量当量のう

ち、実効線量及び等価線量の別に応じ

て、放射線の種類及びその有するエネル

ギーの値に基づき、当該線量を算定する

ために適切と認められるものについて行

うこととしたこと。 
 
２ 構成 

条の 10) 
(5) 第 4 章の 2 特別な作業の管理(第 41

条の 11～第 41 条の 14) 
(6) 第 5 章 緊急措置(第 42 条～第 45 条) 
(7) 第 6章 エックス線作業主任者及びガ

ンマ線透過写真撮影作業主任者(第 46 条

～第 52 条の 4 の 5）） 
(8) 第 6 章の 2 特別の教育(第 52 条の 5
～第 52 条の 9) 

(9) 第7章 作業環境測定(第53条～第55

条)   
(10) 第 8 章 健康診断(第 56 条～第 59 条) 
(11) 第 9 章 指定緊急作業等従事者等に係

る記録等の提出等(第 59条の 2、第 59条 
の 3) 

(12) 第 10 章 雑則(第 60 条～第 62 条) 
附則  
別表 

 
３ 放射線障害防止の基本原則（第１条） 
  「事業者は、労働者が電離放射線を受

けることをできるだけ少なくするように

努めなければならない」 
第１条は、放射線により人体が受ける

線量が電離則に定める限度以下であって

も、確率的影響の可能性を否定できない

ので、電離則全般に通じる基本原則を訓

示的に述べたものである(平成 13・3・30
基発第 253 号)。 

  発がん、遺伝的影響である確率的影響 
は、障害が発生する確率と被ばく量との

間にしきい値をもたない比例関係がある

放射線影響をいうが、医療分野をはじめ

社会的に放射線の利用が大きな利益をも

たらすものであることから、事業者は、

労働者の被ばくをできるだけ少なくする 
よう配慮することを訓示的に規定して

い 
る。 

 
４ 定義・適用の対象・範囲等 
(1) 定義（第 2 条） 

1 電離放射線 
  次の粒子線又は電磁波をいう。 
①アルファー線、重陽子線及び陽子

線 
②ベータ線及び電子線 

③中性子線 
④ガンマ線及びエックス線 

２ 放射性物質 
  放射線を放出する同位元素（以下

「放射性同位元素」という。）、そ

の化合物及びこれらの含有物で、次

のいずれかに該当するもの 
① 放射性同位元素が 1 種類であ

り、  
 かつ、別表第１の第 1 欄に掲げる

ものであるものにあっては、同欄
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に掲げる放射性同位元素の種類に

応じ、同表の第 2 欄に掲げる数量

及び第 3 欄に掲げる濃度を超える

もの 
② 放射性同位元素が 1 種類であ

り、 
かつ、別表第 2 の第 1 欄に掲げる

ものにあっては、同欄に掲げる放

射性 
  同位元素の種類に応じ、同表の第

2 
  欄に掲げる数量を超えるもの、た

だ 
 し、その濃度が 74 ベクレル毎グラ

ム以下の固体のもの及び密封され

たものでその数量が 3.7メガベクレ

ル以下のものを除く。 
③ 放射性同位元素が２種類以上で

あり、かつ、そのいずれもが別表

第 1 の第 1 欄に掲げるものである

ものにあっては、次のいずれにも

該当するもの 
 

イ 別表第 1 の第 1 欄に掲げる放射

性同位元素のそれぞれの数量の同

表の第 2 欄に掲げる数量に対する

割合の和が１を超えるもの 
ロ 別表第 1 の第 1 欄に掲げる放射

性同位元素のそれぞれの濃度の同

表の第 3 欄に掲げる濃度に対する

割合の和が１を超えるもの 
④ 放射性同位元素が２種類以上であ

り、かつ、③に掲げるもの以外のも

のにあっては、別表第 1 の第 1 欄又

は別表第 2 の第 1 欄に掲げる放射性

同位元素のそれぞれの数量の別表第

１の第 2 欄又は別表第 2 の第 2 欄に

掲げる数量に対する割合の和が１を

超えるもの。ただし、その濃度が

74 ベクレル毎グラム以下の固体の

もの及び密封されたものでその数量

が 3.7 メガベクレル以下のものを除

く。 
３ 放射線業務 

安衛法施行令別表第 2 に掲げる業務

（下記(2)） 
  
（2）業務（安衛法施行令別表第 2 に掲げ

る業務） 
１ エックス線装置の使用又はエックス

線の発生を伴う当該装置の検査の業務 
２ サイクロトロン、ベータトロンその

他の荷電粒子を加速する装置の使用又

は電離放射線(アルファー線、重陽子

線、陽子線、ベータ線、電子線、中性

子線、ガンマ線及びエックス線をい

う。下記５において同じ)の発生を伴

う当該装置の検査の業務 
３ エックス線管若しくはケノトロンの

ガス抜き又はエックス線の発生を伴う

これらの検査の業務 
４ 厚生労働省令で定める放射性物質を

装備している機器の取扱いの業務 
５ ４に規定する放射性物質又は当該放

射性物質若しくは２に規定する装置か

ら発生した電離放射線によって汚染さ

れた物の取扱いの業務 
６ 原子炉の運転の業務 
７ 坑内における核原料物質の掘採の業

務 
 
(3) 線量の限度(第 3 条の 2～第 6 条) 
 ① 施設等における線量の限度(第 3条の 

2) （表 12） 
 ② 放射線業務従事者の被ばく限度(第 4

条～第 6 条) （表 13） 
 
５ 事業者が講ずべき措置（主なもの） 

（表 14） 
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Ⅱ－７ 酸素欠乏症等防止規則 (昭
和 47 年 9 月 30 日労働省令第 42 号) 
 
酸素欠乏等による健康障害 
(1) 酸素欠乏症 

酸素濃度と症状 
酸素濃

度(％) 
症   状 

16 
～12 

脈拍、呼吸数の増加。細かい

筋作業がうまくいかない。頭

痛、吐き気、耳鳴 
14～9 判断力低下。不安定な精神状

態。酩酊状態。体温上昇、全

身脱力、チアノーゼ 
10～6 意識不明、中枢神経障害。 

不規則な呼吸。チアノーゼ 
10～ 6
以下 

昏睡、呼吸停止。心臓停止 

 
(2) 硫化水素 

低濃度では、眼や気道の粘膜刺激 
症状が生じる。高濃度では、甘い臭 
いに近くなり、次いで嗅覚が麻痺

し、 
警告性がなくなるので注意を要す

る。高濃度になると、頭痛、めま

い、 
歩行の乱れ、呼吸障害を起こす。さ 
らに高濃度になると脳細胞が障害さ 
れ、意識消失、呼吸麻痺、肺水腫に 
よる窒息死の危険がある。 

 
１ 制定の背景・経緯及びその後の主な 
改正点 
(1) 酸素欠乏による災害は古くから発 

生していたが、多くの事故は有害ガ

スの発生によるものとして処理され

ていた。 
1960 年代の高度成長期以降に労

働衛生上の問題としてとらえられ、

特に、東京における地下工事の増加

とともに事故が相次ぎ、その原因が

酸素欠乏によるものであることが判

明し、また、1963 年(昭和 38 年)に
は、バナナ熟成加工作業中の死亡災

害が相次いで発生したことから、旧

労働省は通達として、「バナナ熟成

加工における窒息防止対策につい

て」(昭和 39年 4月 14日基発第 485
号)を発出し、さらに昭和 42 年に

「酸素欠乏症の防止について」（昭

和 42 年 11 月 18 日安発第 61 号)を
発出したが、全国的に見ると酸素欠

乏症の発生件数は年を追って増加傾

向を示していた。 
1971年(昭和 46年)7月に、東京の

建設工事における圧気工法による酸

素欠乏事案が見られ、公害問題とと

もに労働衛生上の問題としてマスコ

ミに大きく取り上げられた。 
以上の状況の中、1971 年(昭和 46

年)9 月 13 日労働基準法の規定に基

づいて「酸素欠乏症防止規則」（労

働省令 26 号。以下「旧規則」とい

う）が公布され、同年 9 月 27 日に

施行された。 
そして翌年の 1972年(昭和 47年)6

月 8 日に公布された安衛法の規定に

基づき、同年9月30日に新たに「酸

素欠乏症防止規則」が公布され、上

記の旧規則は、全面的な検討を加え

廃止された。新しい規則の主な内容

は以下のとおりである。 
ア 酸素欠乏危険場所が安衛法施行

令の別表において定められるととも

に、酸素欠乏危険作業の範囲が一部

拡大したこと。 
イ 酸素欠乏危険作業については、酸

素欠乏危険作業主任者を選任しなけ

ればならないとしたこと。 
ウ 酸素欠乏危険作業に労働者を就か

せようとする事業者が行うべき特別

教育の教育科目を定めたこと。 
（2） その後の主な改正 
① 昭和 57 年 5 月 20 日(政令第 124 

号及び労働省令第 18 号)による改   
   正 

酸素欠乏症防止対策の対象として 
いた清掃業等の作業現場において、

有機物が微生物により分解されて生

ずる硫化水素による中毒の災害が多

発していることにかんがみ、以下の

改正を行うとともに、規則の名称を

「酸素欠乏症等防止規則」(以下、

「酸欠則」という。)と改めた。 
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ア 安衛法施行令別表第 6 の酸素欠

乏危険作業場所の範囲が拡大され

たこと。 
イ 酸素欠乏危険作業を、第 1 種酸

素欠乏危険作業及び第２種酸素欠

乏危険作業の 2 区分にしたこと。 
１ 酸素欠乏     

空気中の酸素の濃度が 18 パーセン

ト未満である状態  
２ 酸素欠乏等  

  上記１に該当する状態又は空気中の 
硫化水素の濃度が 100 万分の 10 を超

え 
る状態 

３ 酸素欠乏症 

ウ 安衛法施行令別表６に掲げる酸

素欠乏危険場所における作業につ

いては、作業主任者を選任しなけ

ればならないこととしたこと。 
エ 第２種酸素欠乏危険作業に係る

措置等は、酸素欠乏症の防止に係

る措置等に硫化水素中毒の防止に

係る措置等を追加したこと  
オ 地下室等の通風が不十分な場所 

におけるプロパンガスや都市ガス等の配

管を取り外し、または取り付ける作業で

講ずべき措置を新たに規定したこと。 
 

２ 構成 
(1) 第 1 章 総則(第 1 条、第 2 条) 
(2) 第⒉章 一般的防止措置(第 3 

条～第 17 条) 
(3) 第 3 章 特殊な作業における防 

止措置(第 18 条～第 25 条の 2) 
(4) 第 4 章 酸素欠乏危険作業主任 

者技能講習及び酸素欠乏・硫化水 
素危険作業主任者技能講習(第 26 
条～第 28 条) 

(5) 第 5 章 雑則(第 29 条) 
附則 

 
３ 事業者の責務(第１条) 

「事業者は、酸素欠乏症等を防止する

ため、作業方法の確立、作業環境の整備

その他必要な措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。」 

なお、「その他必要な措置」には、工

程及び工法の適正化、保護具の使用等が

ある(昭 57・6・14 基発第 407 号)。 
 
４ 定義および範囲(第 2 条) 

酸素欠乏の空気を吸入することによ

り生ずる症状が認められる状態 
４ 硫化水素中毒 

硫化水素の濃度が 100 万分の 10 を 
超える空気を吸入することにより生ず

る症状が認められる状態 
５ 酸素欠乏症等  

酸素欠乏症又は硫化水素中毒 
６ 酸素欠乏危険作業  

安衛法施行令別表第６に掲げる酸素

欠乏危険場所※における作業 
７ 第一種酸素欠乏危険作業 

酸素欠乏危険作業のうち、第二種酸

素欠乏危険作業以外の作業 
８ 第二種酸素欠乏危険作業  

酸素欠乏危険場所のうち、安衛法施 
 行令別表第 6 第 3 号の 3、第 9 号又は

第 12 号に掲げる酸素欠乏危険場所に

おける次の作業 
① 海水が滞留しており、若しくは滞

留したことのある熱交換器、管、暗

きょ、マンホール、溝若しくはピッ

ト又は海水を相当期間入れてあり、

若しくは入れたことのある熱交換器

等の内部 
② し尿、腐泥、汚水、パルプ液その 
他腐敗し、又は分解しやすい物質を  
入れてあり、又は入れたことのある 
タンク、船倉、槽、管、暗きょ、マ 
ンホール、溝又はピットの内部 

 
※酸素欠乏危険場所（安衛法施行令別表

第６） 
１ 以下の地層に接し、又は通ずる井戸

等(井戸、井筒、たて坑、ずい道、潜

函、ピットその他これらに類するもの

をいう。次の２において同じ。)の内

部 
① 上層に不透水層がある砂れき層 
 のうち含水、湧水がなく、又は少 
ない部分 

② 第一鉄塩類又は第一マンガン塩

類を含有している地層 
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③ メタン、エタン又はブタンを含

有する地層 
④ 炭酸水を湧出しており、又は湧

出するおそれのある地層 
⑤ 腐泥層 

２ 長期間使用されていない井戸等の内 
部  

３ ケーブル、ガス管その他地下に敷設

される物を収容するための暗きょ、マ

ンホール又はピットの内部 
３の２ 雨水、河川の流水又は湧水が滞 
留しており、又は滞留したことのある

槽、暗きょ、マンホール又はピットの

内部 
３の３ 海水が滞留しており、若しくは

滞留したことのある熱交換器、管、暗

きょ、マンホール、溝、ピット(以下

「熱交換器等」という。)又は海水を

相当期間入れてあり、若しくは入れた

ことがある熱交換器等の内部 
４ 相当期間密閉されていた鋼製のボイ

ラー、タンク、反応塔、船倉その他そ

の内壁が酸化されやすい施設(その内

壁がステンレス鋼製のもの又はその内

壁の酸化を防止するために必要な措置

が講じられているものを除く。)の内

部 
５ 石炭、亜炭、硫化鉱、鋼材、くず

鉄、原木、チップ、乾性油、魚油その

他空気中の酸素を吸収する物質を入れ

てあるタンク、船倉、ホッパーその他

の貯 
蔵施設の内部 

６ 天井、床若しくは周壁又は格納物が

乾性油を含むペイントで塗装され、そ

のペイントが乾燥する前に密閉された

地下室、倉庫、タンク、船倉その他通

風が不十分な施設の内部 
７ 穀物若しくは飼料の貯蔵、果菜の熟

成、種子の発芽又はきのこ類の栽培の

ために使用しているサイロ、むろ、倉

庫、船倉又はピットの内部 
８ しょう油、酒類、もろみ、酵母その

他発酵する物を入れてあり、又は入れ

たことのあるタンク、むろ又は醸造槽

の内部 
９ し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他

腐敗し、又は分解しやすい物質を入れ

てあり、又は入れたことのあるタン

ク、船倉、槽、管、暗きょ、マンホー

ル、溝又はピットの内部 
10 ドライアイスを使用して、冷蔵、

冷凍又は水セメントのあく抜きを行っ

ている冷蔵庫、冷凍庫、保冷貨車、保

冷貨物自動車、船倉又は冷凍コンテナ

ーの内部 
11 ヘリウム、アルゴン、窒素、フロ

ン、炭酸ガスその他不活性の気体を入

れてあり、又は入れたことのあるボイ

ラー、タンク、反応塔、船倉その他の

施設の内部 
12 上記 1 から 11 に掲げる場所のほ

か、 
厚生労働大臣が定める場所 

(注) 1 上記 12 の「厚生労働大臣が定める 
場所」は、現在のところ具体的な定めは 
ない。 

2 上記場所に該当すれば、当該場所

に 
おける酸素の濃度あるいは硫化水素の濃

度如何にかかわらず、当該場所における

作業は、酸素欠乏危険作業に該当する。 
 

５ 事業者が講ずべき措置（主なもの） 
酸素欠乏危険場所における一般的防止

措置と個々の特殊な作業についての防止

措置について分けて定めている。 
(1) 酸素欠乏危険場所における一般的 
 防止措置(第 3 条～第 17 条)（表 15） 

  (2) 特殊な作業における防止措置(第 18
条から第 25 条の 2)（表 16） 
酸欠則第３章に定める「特殊な作業 

における防止措置」は、上記(1)の酸素

欠乏危険場所における一般的防止措置

に加えて、圧気工法による作業、特定

の地層に通じる井戸等が設けられてい

る地下室等における作業、し尿等を入

れてある設備等の改造等の作業等特殊

な作業又は冷蔵室等特殊な施設におい

て発生する酸素欠乏症等を防止するた

め必要な措置を定めている。また、事
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業者が当該措置を講じることにより、

公衆災害の防止にも寄与することとな

る(昭和57年6月14日基発第407号)。 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅱ－８ 事務所衛生基準規則 (昭和 47 年

9 月 30 日労働省令第 43 号) 
  
１ 制定の背景・経緯及びその後の主な改 
正点 

（1）建築物内の衛生管理については、

1972 年(昭和 47 年)安衛法制定前の旧

安衛則において工場の現場、事務所な

どの区別を問わずその基準が定められ

ていたが、事務所における衛生の確保

を一層図る必要性があり、1971 年(昭
和 46 年)、事務所衛生基準規則(労働省

令第 16 号。以下「旧規則」という。)
が制定された。 

1972 年(昭和 47 年)10 月の安衛法及

び同施行令の施行に伴い、旧規則を全

面的に検討を加え、騒音、振動の防

止、十分な飲料水の供給、被服の乾燥

設備の設置等の規制をさらに追加して

充実整備し事務所における衛生水準を

より適切にした内容の事務所衛生基準

規則(昭和 47年労働省令第 43号。以下

「事務所則」という。 )が制定され

た。したがって、事務所(これに附属

する食堂及び炊事場を除く。)におけ

る衛生基準については、安衛則第３編

「衛生基準」の規定は適用されない

(事務所則第 1 条第 2 項)。 
    なお、旧規則の通達で、事務所則に

これに相当する規定があるものについ

ては、当該規定に関し出されたものと

して取り扱うこととされている(昭和

47 年 9 月 18 日基発第 595 号)。 
   また、「建築物における衛生的環境

の確保に関する法律」(昭和 45 年法律

第 20 号。)は、特定建築物(興行場、百

貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅

等の用に供せられる相当程度の規模を

有する建築物)の所有者、占有者等を

義務主体としてとらえ、建築物そのも

のに着目して「建築物環境衛生管理基

準」により規制しているのに対し、事

務所則は、安衛法第 2 条第 3 号にいう

事業者を義務主体としてとらえられて

いるが、両者は十分調整されたもので

ある 
とされている(昭和 48 年 6 月 11 日基

発 
第 326 号、平成 16 年 6 月 21 日基発第 

   0621004 号)。 
 
（2）その後の主な改正 

➀ 平成 16 年 3 月 30 日(厚生労働省令

第 70 号)による改正 
ア 住宅等における多様な建築材料

等の普及等に伴い、ホルムアルデ

ヒド等の化学物質による室内空気

の汚染と、それによる健康影響の

問題に対応するため、室のホルム

アルデヒドの濃度の基準を定める

こととしたこと。 
イ 技術の改良等に伴い、空気環境

の調整を行わなければならない空

気調和設備及び機械換気設備につ

いて、中央管理方式のものに限定

しないこととしたこと。 
ウ ねずみ、昆虫等に対して、その

生息状態等を調査した上で合理的

な防除ができること、また、防除

のための殺そ剤又は殺虫剤を使用

する場合には、薬事法(昭和 35 年

法律第 145 号)上の承認を受けた

医薬品又は医薬部外品を用いなけ

ればならないことについて明確に

したこと。 
② 令和 3 年 12 月 1 日(厚生労働省令第

188 号)による改正 
社会状況の変化に対応して、空気調

和設備を設けている場合の室の気温、

照度の基準、便所の設備及び救急用具

等について改正された(第 5 条、第 10
条、第 17 条、第 17 条の 2、安衛則
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628 条、同第 634 条)。 
 

２ 構 成 
(1) 第 1 章 総則(第 1 条) 
(2) 第2章 事務室の環境管理(第2条 

～第 12 条) 
(3) 第 3 章 清潔(第 13 条～第 18 条) 
(4) 第 4 章 休養(第 19 条～第 22 条) 
(5) 第 5 章 救急用具(第 23 条) 
附則 
 
３ 定義及び範囲 

事務所（第 1 条） 
  建築基準法(昭和 25 年法律第 201

号)第 2 条第 1 号※に掲げる建築物又

はその一部で、事務作業(カードせ

ん孔機、タイプライターその他の事

務用機器を使用して行う作業を含

む。)に従事する労働者が主として

使用するもの 
 

※(建築基準法第 2 条第 1 号) 
  建築物 土地に定着する工作物の

うち、屋根及び柱若しくは壁を有す

るもの(これに類する構造の物を含

む。)、これに附属する門若しくは

塀、観覧のための工作物又は地下若

しくは高架の工作物内に設ける事務

所、店舗、興行場、倉庫その他これ

らに類する施設(鉄道及び軌道の線

路敷地内の運転保安に関する施設並

びに跨線橋、プラットフォームの上

家、貯蔵槽その他これらに類する施

設を除く。)をいい、建築設備を含

む。 
空気調和設備(第 5 条第 1 項) 
  空気を浄化し、その温度、湿度及

び流量を調節して供給することがで

きる設備 
機械換気設備(第 5 条第 1 項) 

空気を浄化し、その流量を調節し

て供給することができる設備 
 
４ 事業者が講ずべき措置 
 （表 17） 事務所の衛生基準 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅱ－９ 粉じん障害防止規則 (昭和 54 年

4 月 25 日労働省令第 18 号) 
 
じん肺による障害 
「じん肺」とは、粉じんを吸入すること 

によって肺に生じた繊維増殖性変化を主体

とする疾病である(じん肺法第２条)。吸入

された粉じんは肺に沈着すると炎症が生

じ、肺組織は次第に破壊され繊維化し固く

なることから、肺で酸素と二酸化炭素のガ

ス交換ができなくなり、進行すると咳、

痰、呼吸困難が見られる。また、ヘモグロ

ビンの酸素飽和度が低下することで皮ふや

唇が青白く見えるチアノーゼが認められ

る。 
 現在、じん肺の治療法は確立されておら 
ず、また、じん肺がある程度進行すると、 
粉じんへのばく露を中止しても肺の繊維化 
は進行する性質がある。 
じん肺は種々の合併症にかかりやすくな 

るが、肺結核、続発性胸膜炎、続発性気管

支炎、続発性気管支炎、続発性気管支拡張

症、続発性気胸、原発性肺がんは、じん肺

の進展経過に応じてじん肺と密接な関係が

ある。 
   
１ 制定の背景及び経緯並びにその後の主 
な改正点 
(1) 古くからじん肺は、代表的な職業性

疾病の一つであるが、粉じんの発散形

態が産業によって異なること、粉じん
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の種類や形状が多様であること、堆積

した粉じんによる２次発じん等、その

防止対策は複雑であり総合的な対応を

必要とするものであることから、1960
年(昭和 35 年)3 月 31 日のじん肺法(法
律第 30 号）の制定以降、労働省(現厚

生労働省)に設置されていたじん肺審

議会において職場環境の改善、労働衛

生教育の実施等予防対策の一層の重要

性等について検討が行われてきた。 
   他方、1976年(昭和 51年)9月、日本

産業衛生学会から「じん肺法改正に関

する意見書」が労働省に提出され、粉

じん職場における環境管理等の充実等

について述べられた。                                                                 
   なお、粉じんについて安衛則第 3 編

「衛生基準」において定めている規定

は、実際の粉じん作業あるいは粉じん

職場において具体性に乏しく、必ずし

も実効は十分とは言えないものであっ

た。 
   このような背景あるいは状況の中、

労働省は専門家による検討及び実態調

査を進め、安衛法の特別規則としてよ

り具体的な規制を行うことが必要であ

るとの結論に達し、1978 年(昭和 53
年)3 月 29 日、「粉じん障害防止規則

案要綱」を中央労働基準審議会及びじ

ん肺審議会に諮問し、両審議会におい

て調査・審議の結果、同年 8 月 31 日

中央労働基準審議会から、9 月 4 日じ

ん肺審議会から労働大臣あて答申さ

れ、労働省はこの答申の趣旨を踏まえ

て、翌 1979 年(昭和 54 年)4 月 25 日、

粉じん障害防止規則(労働省令第 18
号。以下「粉じん則」という。)を公

布した。 
なお、粉じん則の制定に際して、粉

じん作業の範囲については、以後、じ

ん肺審議会において長期的かつ計画的

に検討を続けることとされ、じん肺審

議会の中に粉じん作業部会が設けられ

た。 
（2）その後の主な改正 

  ① 昭和 56 年７月 22 日(労働省令第

26 号)による改正 
坑内にあって、じん肺法施行規則

(昭和 35 年 3 月 31 日労働省令第 6

号)別表第 1号、第 2号、第 3号又は

第 5 号に規定する場所に近接する場

所において、粉じんが堆積し、又は

付着した機械設備若しくは電気設備

を移設し、撤去し、点検し、又は補

修する作業を粉じん作業として追加

したこと。 
1  昭和 60 年 1 月 14 日(労働省令

第 
2 号)による改正 

    港湾荷役に関する粉じん作業の範 
囲を拡大することが適当であるとす

るじん肺審議会の報告に基づき、鉱

物等を運搬する船舶の船倉内で鉱物

等をかき落とし、又はかき集める作

業を粉じん作業に追加したこと。 
  ③ 昭和 63 年 9 月 1 日(労働省令第 26

号)による改正 
    安衛法の改正に伴い、粉じんを著

しく発散する屋内作業場について作

業環境測定を行ったときは、その結

果を評価し、その評価に基づく措置

等について追加、改正を行ったこ

と。 
④ 平成 10 年 3 月 25 日(労働省令第

10 号)による改正 
    一定の特定粉じん発生源につい

て、局所排気装置と同様に特定粉じ

ん発生源等に対する措置の一つとし

てプッシュプル型換気装置の設置を

認めるものとしたこと。 
    また、同装置については、1 年以

内ごとに 1 回、定期に自主検査を行

わなければならないものとしたこ

と。 
 ⑤ 平成 19 年 12 月 4 日(厚生労働省令

第 143 号)による改正 
   ずい道等の建設を行う作業場におい

て、技術の進歩、作業方法の変化によ

り粉じんの発生量が増加したことを踏

まえ、主に、ずい道等建設工事におけ

る作業、屋内における金属を自動溶断

し又は自動アーク溶接作業における粉

じん障害防止対策を以下のように強化

したこと。 
ア「粉じん作業」(粉じん則別表第 1)

として、次に掲げる作業を規定した

こと。   
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ⅰ) ずい道等の内部の、ずい道等の

建設の作業のうち、コンクリート

等を吹き付ける場所における作業 
   ⅱ) 屋内において、金属を溶断し、

又はアーク溶接する作業のうち、

自動溶断し、又は自動溶接する作

業 
イ 粉じん作業を行う坑内作業場につ

いては、換気装置による換気の実施

又はこれと同等以上の措置を講じな

ければならないこととしたこと。 
  ウ ずい道等の建設の作業のうち、一

定の作業に労働者を従事させる場合

は、電動ファン付き呼吸用保護具を

使用させなければならないこととし

たこと。 
 ⑥ 平成 26 年 6 月 25 日(厚生労働省令

第 
70 号)による改正 

    屋外における岩石・鉱物の研磨作

業又はばり取り作業が呼吸用保護具

の使用義務の対象作業となったこ

と。 
⑦ 平成 27 年 8 月 10 日(厚生労働省令

第 131 号)による改正 
   粉じん作業に、鋳物を製造する工程

において砂型を造型する作業を追加し

たこと。 
⑧ 平成 29 年 4 月 11 日(厚生労働省令

第 
58 号)による改正 

   屋外における鉱物等の破砕作業が呼

吸用保護具の使用義務の対象となった

こと。 
 
２ 構成 

(1) 第 1 章 総則(第 1 条～第 3 条) 
(2) 第 2 章 設備等の基準(第 4 条～第 

10 条) 
(3) 第 3 章 設備の性能等(第 11 条～第 

16 条) 
(4) 第 4 章 管理(第 17 条～第 24 条の 

2) 
(5) 第 5 章 作業環境測定(第 25 条～第 

26 条の 4) 
(6) 第 6 章 保護具(第 27 条) 
附則 
別表 

 
３ 事業者の責務(第 1 条) 
 「事業者は、粉じんにさらされる労働者 
の健康障害を防止するため、設備、作業 
工程又は作業方法の改善、作業環境の整 
備等必要な措置を講ずるよう努めなけれ 
ばならない。」（第 1 項） 

  また、「事業者は、じん肺法(昭和 35 
年法律第 30 号)及びこれに基づく命令並 
びに労働安全衛生法に基づく他の命令の 
規定によるほか、粉じんにさらされる労 
働者の健康障害を防止するため、健康診 
断の実施、就業場所の変更、作業の転

換、 
作業時間の短縮その他健康管理のため

の適切な措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない」（第 2 項）としている。 
   以上のことから、事業者は、じん肺

を起こすことが明らかな粉じん以外の

粉じんによる健康障害の防止について

も適切な措置を講ずるように努めなけ

ればならないものである(昭 54・7・
26 基発第 382 号)。 

 
４ 定義及び範囲(第 2 条)   

１ 粉じん作業 (図６) 
別表第 1 に掲げる作業のいずれか 

に該当するものをいう。ただし、当

該作業場における粉じんの発散の程

度及び作業の工程その他からみて、

この省令に規定する措置を講ずる必

要がないと当該作業場の属する事業

場の所在地を管轄する都道府県労働

局長が認定した作業を除く。 
２ 特定粉じん発生源 
  別表第２に掲げる箇所をいう。 
３ 特定粉じん作業 
  粉じん作業のうち、その粉じん発

生源が特定粉じん発生源であるもの

をいう。  
上記の定義については、以下の解釈例 

 規がある(昭 54・7・26 基発第 382 号)。  
1 粉じん則における「粉じん作業」は、

じ 
ん肺の予防措置を講じる必要のある作業 
であり、じん肺法に定める「粉じん作

業」 
のうち、特定化学物質等障害予防規則
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(昭 
和 47年労働省令第39号)において予防措 
置が規定されている石綿に係る作業を除 
いたものと同一である。 

2 「特定粉じん発生源」は、粉じん作業

に 
係る粉じん発生源のうち、作業工程、作

業の態様、粉じん発生の態様等からみて

一定の発生源対策を講ずる必要があり、

かつ、有効な発生源対策が可能であるも

のであり、具体的には屋内又は坑内にお

いて固定した機械又は設備を使用して行

う粉じん作業に係る発生源が原則として

列挙されたものである。 
 
５ 事業者が講ずべき措置（主なもの） 
  （表 18） 

 
６ 特例・適用除外 

(1) 特例(第 3 条) 
以下に掲げる作業を設備による注水 

又は注油をしながら行う場合には、当

該作業に従事する労働者がじん肺にか

かるおそれがないことから、第 2章(設
備等の基準)から第 6 章(保護具)までの

規定は適用されない。 
① 別表第 1 第３号に掲げる作業のう

ち、坑内の、土石、岩石又は鉱物

(以下「鉱物等」という。)をふるい

分ける場所における作業 
② 別表第１第６号に掲げる作業 
③ 別表第１第 7 号に掲げる作業のう

ち、研磨材を用いて動力により、岩

石、鉱物若しくは金属を研磨し、若

しくはばり取りし、又は金属を裁断

する場所における作業 
④ 別表第１第 8 号に掲げる作業のう

ち、次に掲げる作業 
イ 鉱物等又は炭素を主成分とする

原料(以下「炭素原料」という。)
を動力によりふるい分ける場所に

おける作業 
ロ 屋外の、鉱物等又は炭素原料を

動力により破砕し、又は粉砕する

場所における作業 
⑤ 別表第１第 15 号に掲げる作業の

うち、砂を再生する場所における作

業 

なお、じん肺法においては、粉じん

則第 3 条各号(上記①～⑤)に規定する

作業が設備による注水又は注油しなが

ら行われていれば、「粉じん作業」か

ら除外されている(第 2 条)。 
これに対して粉じん則においては、

発じん防止のための粉じん発生源対 

策を講ずることが目的であることか

ら、本規則の「粉じん作業」からは除

外しないで、特例により他の規定は適

用しないこととしている。 
 
(2) 設備についての適用除外(第 7 条－

第 9 条) 
  以下のいずれかに該当する場合に

は、前記 5 に掲げる設備についての措

置は、講じなくてもよい。 
① 臨時の粉じん作業を行う場合等(第 7
条) 
次のいずれかに該当する場合であっ

て、その作業に従事する労働者に有効

な呼吸用保護具を使用させたとき 
イ 臨時の特定粉じん作業を行う場合 
ロ 同一の特定粉じん発生源に係る特

定粉じん作業を行う期間が短い場合 
ハ 同一の特定粉じん発生源に係る特

定粉じん作業を行う時間が短い場合 
② 研削といし等を用いて特定粉じん作

業を行う場合(第 8 条) 
  次のいずれかに該当する場合であっ

て、その作業に従事する労働者に有効

な呼吸用保護具を使用させたとき。 
この場合において、屋内作業場にあ

っては全体換気装置による換気を、坑

内作業場にあっては換気装置による換

気を実施しなければならない。 
イ 使用前の直径が 300 ミリメートル

未満の研削といしを用いて特定粉じ

ん作業を行う場合 
ロ 破砕又は粉砕の最大能力が毎時 20
キログラム未満の破砕機又は粉砕機

を用いて特定粉じん作業を行う場合 
ハ ふるい面積が 700 平方センチメー

トル未満のふるいわけ機を用いて特

定粉じん作業を行う場合 
二 内容積が 18 リットル未満の混合

機を用いて特定粉じん作業を行う場

合 
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③ 作業場の構造等により設備等を設け

ることが困難な場合(第 9 条) 
  作業場の構造、作業の性質等により

措置を講じることが著しく困難である

と所轄労働基準監督署長が認定したと

き。この場合において、その作業する

労働者に有効な呼吸用保護具を使用さ

せ、かつ、屋内作業場にあっては全体

換気装置による換気を、坑内作業場に

あっては換気装置による換気を実施し

なければならない 
 
 
 
 
。 
 
   
Ⅱ－10 石綿障害予防規則 (平成 17 年

2 月 24 日 厚生労働省令第 21 号) 
 
石綿による健康障害 
 石綿繊維の粉じんを吸入することによ 
り生じる石綿関連疾患は、以下のとおり 
である。 
１ 石綿肺 
  石綿ばく露から 10 年以上、多くは

30～40 年後に胸部レントゲンで下肺

野に不整形陰影を示す初期の病変が現

れる。予後は他のじん肺に比べて良く

ない。特に肺がん、中皮腫、気胸、胸

水、気管支炎などの合併に注意が必要

である。 
２ 肺がん 
  石綿ばく露開始から 20～50 年の潜

伏期間の後に発症することが多い。石

綿のばく露量が多いほど肺がんのリス

クは高くなる。 
３ 中皮腫 
  中皮細胞に由来する胸膜・腹膜・心

膜・精巣鞘膜より発生する悪性腫瘍で

あり、石綿ばく露からおおむね 30～
50年後に発症する。石綿関連疾患の中

で最も潜伏期間が長く、また他の疾患

に比べてより少ないばく露量でも発症

することが知られている。特にクロシ

ドライト(青石綿)は発がん性が高い 
  通常、中皮腫発症後、数年以内に死

亡に至り、5 年以上の生存はまれであ

り、根治的治療法は今のところない。 
   
１ 制定の背景及び経緯並びにその後の

主な改正点 
 (1) 石綿による健康障害の予防につい

ては、安衛法及び特化則等に基づいて

必要な措置が講じられてきた。 
その後、1995 年(平成 7 年)、有害性

の強い青石綿(クロシドライト)及びア

モサイト(茶石綿)を含有する製品の製

造等、また 2004 年(平成 16 年)には白

石綿(クリソタイル)等の石綿を含有す

る製品の製造等が禁止された。 
1970 年代から輸入された石綿の多

くは、建築物の建材として使用され、

その解体等の作業が予想され、また、

石綿が他の特定化学物質とは措置の内

容が大きく異なるところから、新たに

建築物等の解体等の作業における石綿

ばく露防止対策等の充実を図った単独

の規則として、2005年(平成 17年)2月

24日、「石綿障害予防規則」（厚生労

働省令第 21 号。以下「石綿則」とい

う。）が公布され、同年 7 月 1 日から

施行された。この石綿則において、特

化則から変更された主な事項は、以下

のとおりである。 
  ① 石綿を含有する製品の使用状況

等を把握し、計画的に石綿を含有

しない製品に代替えするように努

めなければならないこととしたこ

と。 
  ② 建築物又は工作物の解体、破砕

等の作業を行うに際して、あらか

じめ事前調査・分析調査を行い、

これに基づき作業計画を策定して

作業を行うこととしたこと。 
③ 石綿等が使用されている保温

材、耐火被覆材等の除去作業う

ち、石綿等の粉じんを著しく発散

するおそれがある作業を行うとき

は、あ 
らかじめ、作業届を所轄労働監督署 
長に提出しなければならないことと 
したこと。 

④ 労働者を就業させる建築物に吹き

付けられた石綿等が損傷、劣化等に
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よりその粉じんを発散させ、労働者

がばく露するおそれがあるときは、

石綿等の除去、封じ込め、囲い込み

等の措置を講じなければならないこ

ととしたこと。 
⑤ 石綿等が使用されている建築物又

は工作物の解体等の作業に係る業務

を特別教育の対象としたこと。 
（2）その後の主な改正 

 ① 平成 18 年 8 月 2 日安衛法施行令

改正(平成 18 年政令第 257 号) 
  ア 「石綿及び石綿をその重量の

0.1 パーセントを超えて含有する

製剤その他の物」の製造、輸入、

譲渡、提供または使用を禁止する

こととしたこと。 
  イ 作業主任者を選任すべき作業、

作業環境測定を行うべき作業場、

健康診断を行うべき有害な業務に

ついて、規制の対象となる物の石

綿の含有率(重量比)を１パーセン

トから 0.1 パーセントに改め、規

制の対象範囲を拡大するととも

に、製造等が禁止されたことに伴

う所要の規定の整備を行ったこと

(安衛法施行令第 6 条、第 18 条、

第 21 条から第 23 条まで。別表第

9) 
 ② 平成 18 年 8 月 2 日(厚生労働省令

第 147 号)による改正  
  ア 吹き付けられた石綿等がその粉

じんを発散させ、および労働者が

その粉じんにばく露するおそれが

ある場合における当該石綿等の封

じ込めまたは囲い込みの作業につ

いて、事前調査の実施、作業計画

の作成、作業の届出、特別教育の

実施が必要であるとしたこと(第 3
条から第 5 条まで、第 8 条、第 9
条、第 27 条関係) 

 イ 作業の記録および健康診断の結

果の記録について、記録した時点

から 30 年間保存することとされ

ていたところであるが、石綿によ

る疾患の潜伏期間が長期であるこ

とを踏まえ、労働者が常時石綿等

を取り扱う作業に従事しないこと

となった日から 40 年間保存する

ものとしたこと。また、作業環境

測定の結果およびその評価の記録

についても、40年間保存すること

としたこと(第35条から第 37条ま

で、第 41 条関係）。 
③ 平成 20 年 11 月 12 日政令第 349 号

による改正 
   石綿等の取扱いまたは試験研究の

ための製造に伴い石綿の粉じんを発

散する場所における業務および石綿

等の製造または取扱いに伴い石綿の

粉じんを発散する場所における業務

を、特殊健康診断の対象業務とする

こととしたこと（安衛法施行令第

22 条第 1 項および第 2 項関係）。 
④ 平成 21 年 2 月 5 日（厚生労働省令

第 9 号）による改正 
 ア 石綿等が使用されている保温材、

耐火被覆剤等の除去の作業であっ

て、石綿等の切断、穿孔、研磨等の

作業が伴うものを、隔離の措置を講

じな   
ければならない作業としたこと(第 6
条、第 7 条)。 

イ 隔離された作業場所において、吹

き付けられた石綿等の除去の作業に

労働者を従事させる場合に使用させ

る呼吸用保護具を、電動ファン付き

呼吸用保護具またはこれと同等以上

の性能を有する空気呼吸器、酸素呼

吸器もしくは送気マスクに限ること

としたこと(第 14 条関係)。 
⑤ 平成 26 年 3 月 31 日(厚生労働省令

第 50 号）による改正 
ア 石綿を含む保温材、耐火被覆材等

の損傷等により石綿等の粉じんを発

散させ、労働者が粉じんにばく露す

るおそれがある場合における、当該

保温材、耐火被覆材等の除去、封じ

込め、囲い込み等のばく露止措置等

が定められたこと(第 10 条関係)。 
イ 保温材、耐火被覆材等の封じ込

め、囲い込みの作業についても、事

前調査の実施、作業計画の策定、作

業の届出、特別教育の実施等が必要

であるとしたこと(第 3条から第 5条

まで、第 8 条、第 9 条、第 27 条関

係) 
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⑥ 平成 30 年 4 月 6 日政令第 156 号及

び平成 30 年 4 月 6 日(厚生労働省令第

59 号)による改正 
  解体等作業における労働者の石綿ば

く露防止のための分析、教育等に用い

る石綿を確保するため、石綿の分析の

ための試料の用に供される石綿、石綿

の使用状況の調査に関する知識又は技

能の習得のための教育の用に供される

石綿等を、一定の条件により製造等が

禁止される物から除外することとし、

これに伴う対策として、設備、測定、

健康診断等の規定が整備されたこと

(安衛法施行令第 16 条、第 17 条関

係)。 
⑦ 令和 2 年 7 月 1 日(厚生労働省令第

134 号)による改正 
 ア 建築物等の解体又は改修を行うと

きにあらかじめ行う事前調査につい

て、設計図書等の確認及び目視によ

る確認の必須化等、調査方法の明確

化を図ったこと(第 3 条、第 4 条の 2
関係)。 

 イ 吹き付けられた石綿等及び石綿含 
有保温材等の除去等に係る措置、石 
綿含有成形品の除去に係る措置及び 
石綿含有仕上げ塗材の電動工具によ 
る除去に係る措置等について定めた 
こと(第 6 条、第 6 条の 2、第 6 条の 
3 関係) 

 
２ 構 成 

(1) 第 1 章 総則(第 1 条、第 2 条) 
(2) 第 2 章 石綿等を取り扱う業務等 

に係る措置(第 3 条～第 15 条) 
(3) 第 3 章 設備の性能等(第 16 条～ 

第 18 条) 
(4) 第 4 章 管理(第 19 条～第 35 条

の 
2) 

(5) 第 5 章 測定(第 36 条～第 39 条) 
(6) 第 6 章 健康診断(第 40 条～第 43 
条) 

(7) 第 7 章 保護具(第 44 条～第 46 
条) 

(8) 第 8 章 製造等(第 46 条の 2～第 
48 条の 4) 

(9) 第 8 章の 2 石綿作業主任者技能 

講習(第 48 条の 5) 
(10)  第 9 章 報告(第 49 条、第 50 条) 
附則 

 
３ 事業者の責務（第 1 条） 
  「事業者は、石綿による労働者の肺が

ん、中皮腫その他の健康障害を防止する

ため、作業方法の確立、関係施設の改

善、作業環境の整備、健康管理の徹底そ

の他必要な措置を講じ、もって、労働者

の危険の防止の趣旨に反しない限りで、

石綿にばく露される労働者の人数並びに

労働者がばく露される期間及び程度を最

小限度にするように努めなければならな

い。」(第 1 項) 
「事業者は、石綿を含有する製品の使用

状況等を把握し、当該製品を計画的に石

綿を含有しない製品に代替するよう努め

なければならない。」(第 2 項) 
 
＜関連通達(平成 17 年 3 月 18 日基発第

0318003 号)＞ 
（1）第 1 項の「労働者の危険の防止の趣

旨に反しない限り」とは、石綿にばく露

される労働者の人数並びにばく露される

期間及び程度を最小限度にすることを重

視するあまり、例えば取り外した建材を

保持する労働者の人数を制限したため、

労働者が建材の重量に耐えられず建材を

落下させ、負傷する等労働者の安全の確

保に支障が生じることのないように留意

すべきことを定めたものであること。 
（2）第 2 項は、石綿による重篤な健康障

害のおそれを低減するためには、現段階

で石綿を含有しない製品への代替が可能

であるものはもとより、それ以外の石綿

含有製品についても、早急に技術開発、

実証試験等を推進し、着実に石綿を含有

しない製品への代替化を図る必要がある

ことから、施設、設備等における石綿含

有製品の使用状況を把握し、当該施設、

設備等の検査、修理、改造、更新等の機

会を捉え、計画的に石綿を含有しない製

品への代替化を図ることについて規定し

たものであること。 
  なお、石綿含有製品については、国民

の安全確保の観点から代替化が困難なも
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のを除き製造等を禁止していることを踏

まえ、石綿を新たな製品に使用してはな

らないこと。 
 
４ 定義及び範囲(第 2 条)  
１ 石綿等 
  安衛法施行令第 6 条第 23 号に規定

する石綿等をいう。 
２ 石綿分析用試料等 
  安衛法施行令第 6 条第 23 号に規定 

する石綿分析用試料等をいう。 

「石綿等」とは、石綿若しくは石綿をそ 
の重量の 0.1 パーセントを超えて含有する

製剤その他の物(令第 6 条第 23 号)をいい、

クリソタイル等及びこれをその重量の 0.1
パーセントを超えて含有するものをいう

(平 18・8・11 基発第 0811002 号)。 
  
５ 事業者が講ずべき措置（主なもの） 
 （表 19） 

 
 
 
 
 
Ⅱ－11 東日本大震災により生じた放射性

物質により汚染された土壌等を除染する

ための業務等に係る電離放射線障害防止

規則（平成 23 年 12 月 22 日厚生労働省

令第 152 号） 
 
１ 規則制定及びその後の改正の経緯 
  東日本大震災により生じた放射性物質

により汚染された土壌等を除染するため

の業務等に係る電離放射線障害防止規則

（平成 23 年 12 月 22 日厚生労働省令第

152 号。以下「除染電離則」という。）

は、「平成 23 年 3 月 11 日に発生した東

北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所

の事故により放出された放射性物質によ

る環境の汚染への対処に関する特別措置

法」(平成 23 年法律第 110 号。以下「特

別措置法」という。)に基づいて、除染

等の作業に従事する労働者の放射線障害

を防止するための防護措置が実施される

ことが必要であることから、従来の電離

則 

とは別に制定され、翌平成 24 年に大幅

に改正され(平成 24年 6月 15日厚生労働

省令第 94 号)、除染等業務に特定汚染土

壌等取扱業務が追加され、また、新たに

特定線量下業務が規定された。 
 
２ 構成 

(1) 第 1 章 総則（第 1 条、第 2 条） 
(2) 第 2 章 除染等業務における電離放

射線障害の防止(第 3 条～第 25 条) 
(3) 第 3 章 特定線量下業務における電 

離放射線障害の防止(第 25条の 2～第

25 条の 9) 
(4) 第 4 章 雑則(第 26 条～第 30 条) 
附則 

３ 事業者の責務（第 1 条） 
  「事業者は、除染特別地域等内におい

て、除染等業務従事者及び特定線量下業

務従事者その他の労働者が電離放射線を

受けることをできるだけ少なくするよう

に努めなければならない。」 
  第 1 条は、放射線により人体が受ける

線量が除染電離則に定める限度以下であ

っても、確率的影響の可能性を否定でき

ないため、除染電離則全般に通じる基本

原則を規定したものである。 
  基本原則を踏まえた具体的実施内容と

しては、特定汚染土壌等取扱業務又は特

定線量下業務を実施する際に、当該業務

に従事する労働者の被ばく低減を優先

し、次に掲げる事項に留意の上、あらか

じめ、作業場所における除染等の措置が

実施されるよう努めることである。 
 ア ICRP(国際放射線防護委員会)で定め 

る正当化の原則から、一定以上の被ば

くが見込まれる作業については、被ば

くによるデメリットを上回る公益性や

必要性が求められることに基づき、特

定汚染土壌等取扱業務従事者の被ばく

低減を優先して、作業を実施する前に

あらかじめ、除染等の措置を実施する

ように努めること。 
ただし、特定汚染土壌等取扱業務の 

うち、除染等の措置を実施するために

最低限必要な水道や道路の復旧等につ

いては、除染や復旧等を進めるために

必要不可欠という高い公益性及び必要
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性に鑑み、あらかじめ除染等の措置を

実施できない場合があるとともに、覆

土、舗装、農地における反転耕等、除

染等の措置と同等以上の放射線線量の

低減効果が見込まれる作業について

は、除染等の措置を同時に実施してい

るとみなしても差し支えないこと。 
イ 正当化原則に照らし、最低限必要な 
水道や道路の復旧等以外の特定汚染土

壌等取扱業務を継続して行う事業者

は、労働時間が長いことに伴って被ば

く線量が高くなる可能性があること、

必ずしも緊急性が高いとはいえないこ

とも踏まえ、あらかじめ、作業場所周

辺の除染等の措置を実施し、可能な限

り線量低減を図った上で、原則とし

て、被ばく線量管理を行う必要がない

平均空間線量率(2.5 マイクロシーベル

ト毎時以下))のもとで作業に就かせる

よう努めること。(平 23・12・22 基発

1222 号第 7 号、平 24・6・15 基発

0615 第 7 号) 
 
４ 定義及び範囲（第 2 条） 
１ 事業者  
  除染等業務又は特定線量下業務を行

う事業の事業者 
２ 除染特別地域等 
  特別措置法第 25 条第 1 項に規定する

除染特別地域又は同法第 32 条第 1 項に

規定する汚染状況重点調査地域 
３ 除染等業務従事者 
  除染等業務に従事する労働者 
４ 特定線量下業務従事者 
  特定線量下業務に従事する労働者 
５ 電離放射線 
  電離則第 2 条第 1 項の電離放射線 
６ 事故由来放射性物質 
  平成 23年 3月 11日に発生した東北地

方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の

事故により当該原子力発電所から放出

された放射性物質(電離則第 2 条第 2 項

の放射性物質に限る。) 
７ 除染等業務 
  土壌等の除染等の業務、廃棄物収集

等業務及び特定汚染土壌等※取扱業務 
※特定汚染土壌等 

  汚染土壌等であって、当該汚染土壌

等 
に含まれる事故由来放射性物質のう

ち厚生労働大臣が定める方法によっ

て求めるセシウム 134 及びセシウム

137 の放射能濃度の値が 1 万ベクレル

毎キログラムを超えるもの。 
８ 特定線量下業務 
  除染特別地域等内における厚生労働

大臣が定める方法によって求める平均

空間線量率が事故由来放射性物質によ

り 2.5 マイクロシーベルト毎時を超える

場所において事業者が行う除染等業務

その他の安衛法施行令別表第２に掲げ

る業務以外の業務 
９ 除染等作業 
  除染特別地域等内における除染等業

務に係る作業 
10 特定線量下作業 
  除染特別地域等内における特定線量

下業務に係る作業 
 
５ 被ばく限度 
(1) 除染等業務における線量の被ばく限度

(第 3 条、第 4 条) 
① 除染等業務従事者の受ける実効線量

が 5 年間につき 100 ミリシーベルト、

かつ、1 年間につき 50 ミリシーベルト

を超えないこと。 
② 女性の除染等業務従事者の受ける実 
効線量が 3 月間につき 5 ミリシーベル

トを超えないこと(妊娠する可能性が

ないと診断された者を除く)。妊娠と

診断された女性は、妊娠と診断された

ときから出産までの間につき、内部被

ばくによる実効線量については 1 ミリ

シーベルト、腹部表面に受ける等価線

量については２ミリシーベルトを超え

ないこと。 
 (2) 特定線量下業務における線量の被ば 

く限度(第 25 条の 2、第 25 条の 3） 
  ① 特定線量下業務従事者の受ける実

効線量が 5 年間につき 100 ミリシー

ベルト、かつ１年間で 50 ミリシー

ベルトを超えないこと。 
② 女性の特定線量下業務従事者は、

3 月間につき 5 ミリシーベルトを超

えないこと(妊娠する可能性がない

と診断された者を除く)。妊娠と診
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断された女性は、妊娠と診断された

ときから出産までの間につき、腹部

表面に受ける等価線量については 2
ミリシーベルトを超えないこと。  

 
６ 事業者の講ずべき措置 
  除染等業務における電離放射線障害の

防止措置と特定線量下業務における電離

放射線障害の防止措置について定めてい

る。（表 20） 

 
 
 
 
 
 
 
Ⅲ 各特別規則統合の可能性について 
 

労働災害防止のために労働安全衛生関

係法令を拠りどころとする必要がある事

業者等にとって、同法令は、その内容が

わかりやすいものであり、かつ、容易に

アプローチができることが重要である。 
  これまでに見てきたように、現在の労

働安全衛生関係法令の体系は、安衛法を

軸として安衛則及び各特別規則により具

体化されているところであるが、法令自

体の数の多さ、条文数の多さ、用語の難

解さあるいは法令相互の関連性の複雑さ

等により、必ずしも十分な理解を得られ

ていない状況が見受けられる。 
  このようなことを踏まえて、現在の安

衛則及び各特別規則を全体的・横断的に

とらえて相互の関連性をも見ながら、例

えば、これらの規則を統合する等の方法

によって、より分かりやすいものとする

ことが可能であるのかについて検討す

る。 
  
１  安衛則に集約する方策 

まず、数多く存在する労働衛生関係の

各特別規則を、現在の安衛則第 3 編「衛

生基準」に組み込み、統合することを検

討する。 
  Ⅰの２の(１)(4 ページ)で述べたとお

り、労働衛生関係の各特別規則が適用さ

れる事項については、特別規定である各

特別規則の規定が優先し、一般規定であ

る安衛則第 3 編の規定は適用されない関

係にある。この相互の関係が、適用のア

プローチをわかりにくくしていることの

一つでもあると考えられる。 
これを踏まえて、現在の安衛則第 3 編

を以下のような構成とする方策を考え

る。 
① 新たに第１章「総則」を設け、冒頭 
に現在の各特別規則第 1 条に規定して

いる基本的事項(「事業者の責務」(特
化則、高圧則、酸欠則、粉じん則及び

石綿則に定めている事項)を第 1条とし

て規定する。 
   続いて、各特別規則の適用対象とは 

ならないガス、蒸気又は粉じんに関す 
る規定(現在の安衛則第 3 編第 1 章)を 
置く。 

② 第 2 章以下には、各則として、それ 
 ぞれの各特別規則において規定してい

る事項を整理して置く。 
③ ②に続けて、労働者の健康、風紀及

び生命の保持のための措置(安衛法第

23条の具体的規定である現在の安衛則

第３編第 3章から第 9章まで)の規定を

置く。 
以上をまとめると下表のようになる。 

（労働安全衛生規則） 
第３編 衛生基準 

第 １ 章 総則 

第 2  章 有機溶剤による健康障害の

防止 

第 3  章 鉛による健康障害の防止 

第 4 章  四アルキル鉛による健康障

害の防止 

第 5 章 特定化学物質による健康障

害の防止 

第 6 章 高気圧作業による健康障害

の防止 

  第 7 章 電離放射線による健康障害

の防止 

第 8章 酸素欠乏危険作業による健

康障害の防止 
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第 9章 粉じんによる健康障害の防止 

第 10章 石綿による健康障害の防止 

第 11章  東日本大震災により生じた放射 

性物質により汚染された土壌等を

除染するための業務等に係る電離

放射線による健康障害の防止 

第 12章 廃棄物の焼却施設に係る作業 

による健康障害の防止 

第 13章 事務所の衛生基準 

別 表 
このように、各特別規則において重複す 

る部分は整理を行い、安衛則にまとめるこ

とで、アプローチがしやすくなり、相互の

関係において対比ができ、労働衛生の体系

をわかりやすくすることができるのではな

いかと考えられる。    
 しかし、現在の安衛則第 3 編の条文数と 
各特別規則の条文数を合計すると 600 条を 
超える膨大なものとなる。 
また、これまでに見てきたように、現在 

の各特別規則の制定あるいはその後の改正

に至る背景及び経緯から、各特別規則それ

ぞれの独自性や存在意義が認められている

ことを考え合わせると、各特別規則のすべ

てを安衛則にまとめて一体化することは、

必ずしも適当な方策ではないものと考えら

れる。 
 
２ 現行の特化則を軸とした方策 
(1) 化学物質による休業４日以上の労働災

害のうち、有機則、特化則等の化学物質

関係の特別規則の対象外の物質によるも

のが約８割を占めており、また、企業規

模が小さいほど、法令の遵守状況が不十

分な傾向にあり、有害作業やラベル、

SDS に対する理解が低いことが認められ

る。   
また、リスクアセスメントの実施率は

50％強にとどまっており、その理由は

「人材がいない」、「方法が分からな

い」などが認められる。（平成 29 年労

働安全衛生調査(実態調査)・厚生労働省) 
  こうしたことから、「職場における化

学物質等の管理のあり方に関する検討

会」の報告書(令和 3 年 7 月 19 日。以

下、「検討会報告書」という。)は、労

働者のばく露防止対策等を定めた化学物

質規制体系を、現在の化学物質ごとの個

別具体的な法令による規制から、事業者

による「自律的な管理」に見直すとして

いる。 
すなわち、＜有害性の高い物質につい

て国がリスク評価を行い、特化則等の対

象物質に追加し、ばく露防止のために講

ずべき措置を個別具体的に法令で定める

という現在の仕組み＞を、＜国がばく露

濃度等の管理基準を定め、リスクに関す

る情報の伝達について整備・拡充し、事

業者はその情報に基づいてリスクアセス

メントを行い、ばく露防止のために講ず

べき措置を自ら選択して実行することを

原則とする仕組み＞に見直すことが適当

であるとしている。そうして、同報告書

は、特化則、有機則、鉛則、粉じん則及

び四アルキル鉛則の５つの規則について

は、自律的な管理の中に残すべき規定を

除いて 5 年後に廃止することを想定し、

その時点で十分に自律的な管理が定着し

ていないと判断された場合は、さらにそ

の５年後に改めて評価を行うことが適当

であるとしている。 
(2) 上記(1)の検討会報告書を踏まえて、

令和 4 年 5 月 31 日に「労働安全衛生規

則等の一部を改正する省令」(令和 4年厚

生労働省令第 91 号)が公布された。その

主なポイントは、以下のとおりである。 
① 化学物質に関する管理体制の強化 

化学物質の技術的事項の管理に係る

「化学物質管理者」及び「保護具着用

管理責任者」の選任を義務化するこ

と。 
② 化学物質の危険性・有害性に関する

情報の伝達の強化 
③ 化学物質の自律的な管理体制の整備 

リスクアセスメント対象物へのばく

露の程度を最低限度にしなければなら

ないことを義務付け、リスクアセスメ

ント対象物質以外の物質については、

ばく露される程度を最小限度とするこ

とを努力義務とすること。 
④ 化学物質管理の水準が一定以上の事

業場に対する個別規制の適用除外・柔

軟化。  
有機則、鉛則、４アルキル鉛則、特

化則及び粉じん則において、個別規制

の適用を除外し、当該特別規則の適用
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物質に係る管理を、事業者による自律

的な管理（リスクアセスメントに基づ

く管理）に委ねることができることと

し、作業環境管理やばく露防止対策等

が適切に実施されている場合には、事

業者は、当該健康診断の実施頻度を緩

和できることとすること。 
(3) 各特別規則の内容からみて、特に有機

則(44 物質)及び特化則(75 物質)は、多数

の化学物質を対象としていること、有害

因子のばく露と人体への影響との間にお

ける量－反応関係が他の各特別規則に比

べてはっきりしていること、そのことに

伴って、事業者が講ずべき措置について

一定の共通性が見られることから、この

２つの特別規則を統合することは、合理

的かつ効率的であるものと考えられる。 
現在の労働現場における災害の発生状

況及び遵法意識等の実態について、国

は、より積極的に情報を収集してその責

務を果たすことが安全衛生水準の向上を

図る上で重要である。 
その際には、すでに述べたように、現

在の各特別規則が制定された背景・経緯

といったそれぞれの独自性あるいは存在

理由を振り返り、国による強制力の行使

及びこれに併せて、安全衛生に対する十

分な知識・能力あるいは資力に乏しく災

害の発生率も高く、「自律的な管理」が

容易でない中小規模事業場に対するきめ

の細かい指導・援助を継続していくこと

が不可欠であると考えらる。 
                                                                   
３ 作業関連疾患等についての方策 
(1) 作業要因と個人的な要因がそれぞれ関

与して発症する作業関連疾患※に対して

事業者が講ずべき措置については、安衛

則あるいは各特別規則においては、直接

の規定はなく(騒音については安衛則第 3
編において部分的に定められてい

る。 )、指針、通達によるところであ

り、体系的な全体像がつかみにくく、事

業者等からのアプローチもしにくいもの

となっていると思われる。 
※作業関連疾患：「作業条件や作業環

境の状態によって、発症率が高まった

り、悪化したりする疾患」(1982 年Ｗ

ＨＯ総会採択)。作業関連疾患として

は、筋骨格系疾患(腰痛、振動障害、

頚肩腕障害等 )、騒音性難聴、熱中

症、脳血管疾患・虚血性心疾患、スト

レス関連疾患(うつ病、神経症等)があ

る。 
これは、作業関連疾患が、個人的な

要因の関与する度合い大きいこと、ま

た、有害因子のばく露と人体の影響と

の間における量—反応関係が、職業性

疾病に比べて明確でないこと(因果関

係が明らかではない場合があること)
にも関連して、強制力を持つ法令によ

る規制よりも、指針・通達レベルで対

応する方が適切であるとされているも

のと考えられる。なお、安衛法は、事

業者が行うべき作業管理について、

「労働者の健康に配慮して、労働者の

従事する作業を適切に管理するように

努めなければならない。」と定めてい

る(第 65 条の 3)。 
(2)  作業関連疾患のうち、筋骨格系疾患

については、特に当該疾病を発症させ

る業務・作業をとらえて、作業管理の

視点から、安衛則において一つにまと

めて章立てをすることも可能ではない

かと考えられるが、脳血管疾患・虚血

性心疾患、ストレス関連疾患等の疾病

については、現行の指針、通達レベル

のままで対応することが妥当である。 
なお、騒音については、Ⅰの２の

(2)(5 ページ)でも述べたようにほとん

ど全ての職場において共通的に発生し

うること、同一の職場内において騒音

の発生源が多数存在していること、し

たがって作業場において騒音による会

話や合図などが妨げられることにより

安全作業にも支障を来すおそれがあり

うることから、現在の安衛則の中にお

いてあらためて整理し、独立して章だ

てにするか、さらに進めて例えば「騒

音障害防止規則」を制定することも考

えられるのではないか。なお、厚生労

働省は、「騒音障害防止のためのガイ

ドライン見直しに関する検討会」によ

り見直し方針を公表している(令和 4年

4 月 4 日)。 
 
４ 労働衛生関係業務における特別教育に
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ついて 
  事業者が実施すべき労働衛生関係業務

における特別教育については、法第 59
条第 3 項に基づき各特別規則において具

体的に定められ、さらに、以下のとおり

告示により、同教育の実施について必要

な事項が定められている。 
① 四アルキル鉛等業務特別教育規程 

(昭和 47・9・30 労働省告示第 125 号) 
 ② 気圧業務特別教育規程(昭和 47・9・ 
  労働省告示第 129 号) 
③ 透過写真撮影業務特別教育規程(昭
和 50・6・26 労働省告示第 50 号) 

④ 核燃料物質等取扱業務特別教育規程

(平成 12・1・20 労働省告示第１号) 
⑤ 事故由来廃棄物等処分業務特別教育

規程((平成 25・4・12 厚生労働省告示

第 14 号) 
⑥ 特例緊急作業特別教育規程 ((平成

27・8・31 厚生労働省告示第 361 号) 
⑦ 酸素欠乏危険作業特別教育規程(昭
和 47・9・30 労働省告示第 132 号) 

⑧ 粉じん作業特別教育規程(昭和 54・
7・23 労働省告示第 68 号) 

⑨ 石綿使用建築物等解体等業務特別教

育規程(平成 17・3・31 厚生労働省告

示第 132 号) 
⑩ 除染等業務特別教育及び特定線量下

業務教育規程(平成 23・12・22 厚生労

働省告示第 469 号) 
これに対して、安衛則において具体的事 

項が定められている安全関係の特別教育に

ついては、安全衛生特別教育規程 (昭和

47・9・30 労働省告示第 92 号)において、

一括して定められており、アプローチも容

易であり、また、特別教育全体についてそ

の内容及び実施についての必要事項を体系

的に検索することができる。従って、それ

ぞれ独立している上記の衛生関係の各特別

規程を一つに統合することが良いのではな

いかと考えられる。 
 なお、衛生関係の特別教育においては、 
電離放射線関係の上記③、④、⑤及び⑥以 
外については学科教育のみであり、安全関 
係の特別教育において定めている実技教育 
は特に定めがない。 
 この点について、衛生関係の特別教育に 
おいても作業の方法並びに保護具の取扱

い、 
着用及び点検の方法について、安全関係の 
特別教育と同じく実技教育が必要ではなか 
ろうか。 
 
結 論 
 労働災害防止のために労働安全衛生法令 
を拠りどころとする必要がある事業者等に 
とって、容易にアプローチができ、かつ、 
内容がわかりやすいものとすることを目的 
とした方策として、法令の統合がありうる 
のかの視点からまとめると下表のとおりで 
ある。 
なお、第 1章「総則」については 49ペー

ジ①、第5章「労働者の健康、風紀及び生

命の保持」については同③を参照のこ

と。 
 
 

(労働安全衛生規則) 
第３編 衛生基準 
 第 1 章 総則 
 第2章 化学物質による健康障害の防

止 
  第1節 特定化学物質による健康障

害の防止 
  第2節 有機溶剤による健康障害を

防止するための措置 
 第 3 章 作業関連疾患の防止 
  第1節 腰部に負担のかかる作業に

よる健康障害の防止 
  第2節 チェーンソー及びその他の

振動工具を取扱う作業の健

康障害の防止 
  第3節 情報機器作業による健康障

害の防止 
  第4節 騒音作業による健康障害の

防止 
  第5節 高温多湿な環境下における

作業による健康障害の防止 
第4章 廃棄物の焼却施設に係る作業

による健康障害をの防止 
第5章 労働者の健康、風紀及び生命

の保持 
  第 1 節 気積及び換気 
  第 2 節 採光及び照明 
  第 3 節 温度及び湿度 
  第 4 節 休養 
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  第 5 節 清潔 
  第 6 節 食堂及び炊事場 

第 7 節 救急用具 
第 6 章 事務所の衛生基準 

 別 表 
なお、上記安衛則に組み込んだ規則以外

の下記各規則については、現行のままそれ

ぞれ単独の規則とすることが適切であるも

のと考える。 
・鉛中毒予防規則 
・四アルキル鉛中毒予防規則 
・高気圧作業安全衛生規則 
・電離放射線障害防止規則 
・酸素欠乏症等防止規則 
・粉じん障害防止規則 
・石綿障害防止規則 
・東日本大震災により生じた放射性物質

により汚染された土壌等を除染するた

めの業務等に係る電離放射線障害防止

規則 
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表１ 疾病の種類と労働衛生 3 管理 

分 類 個 別 疾 病（例） 管理のポイント 

職業性疾病 
 急性疾患 
  

慢性疾患 

 
一酸化炭素中毒、酸素欠乏症・硫化水素中
毒、有機溶剤中毒、熱中症 
金属中毒、じん肺、石綿肺、有機溶剤中毒 

 
作業管理 
 
作業環境管理 

作業関連疾患 
 局部 
  
 静的 精神的 
 

 
情報機器作業による障害、立ち作業(腰痛)、
頚肩腕症候群 
ストレス関連疾患、高血圧、脳心臓疾患、糖
尿病 
遺伝病 

 
作業環境管理 
作業管理 
 
 
健康管理 私傷病 

 
e 各特別規則 

 
事業者が 
講ずべき措置 
 

① 
有
機
則 

②
鉛 
 
則 
 

③ 
４
ア
ル
則 

④ 
特
化
則 

⑤ 
高
圧
則 

⑥ 
電 
離
則 

⑦ 
酸
欠
則 

⑧ 
事
務
所
則 

⑨ 
粉 
じ 
ん 
則 

⑩ 
石
綿
則 

⑪ 
除
染
則 

設   備(注１) 〇 〇 〇 〇 △ △  △ 〇 〇  
管   理 

（作業主任者） 
 
（特別教育） 
 
（定期自主検

査）                                                                         

〇 
 
〇 

〇 
 
〇 

〇 
〇 
 

〇 
 
〇 

〇 
〇 

  
〇 
〇 

〇 
〇 

  
 

〇 
〇 

〇 
〇 
〇 

 
 

〇 

測   定 〇 〇  〇  〇 〇 〇 〇 〇 〇 
健 康 診 断(注２) 〇 〇 〇 〇 〇 〇    〇 〇 

保 護 具 〇 〇 〇 〇  〇 〇  〇 〇 〇 
表２ 各規則において定められている「事業者が講ずべき措置」（主なもの） 
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注１ 設備については、局所排気装置等の換気設備は〇、それ以外の設備は△で表示した。     

注 2   粉じん作業従事者に対する健康診断については、じん肺法(昭和 35 年法律第 30 号)及びじん肺法施 

行規則(昭和 35 年 3 月 31 日労働省令第 6 号)において規定されている。 

 
表３ 各特別規則において事業者の講ずべき措置の対象 

 

 

物  質 

 

 業  務 

 

作  業 

 

場  所 

 

有機則   ○44物質   〇12 業務   

鉛則    ○18業務       

四アル則      ○8業務   

特化則   ○75物質       

高圧則      ○2業務   

電離則      ○7業務   

酸欠則       〇   ○ 

事務所則   〇    〇   〇 

粉じん則     ○    

石綿則     ○  

除染則    ○4業務   

 

表４ 有機溶剤等の許容消費量 

有機溶剤等の区分 有機溶剤等の許容消費量 

第 1 種有機溶剤等 Ｗ＝1/15 ×Ａ 
第２種有機溶剤等 Ｗ＝2/5  ×Ａ 
第３種有機溶剤等 Ｗ＝3/2  ×Ａ 

Ｗ(許容消費量)：単位ｇ Ａ(作業場の気積)：単位㎥（150 ㎥を超える場合は 150 ㎥）   
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表５ 有機則における事業者が講ずべき措置 

       物  質 
措  置 

第 1 種 
有機溶剤等 

第 2 種 
有機溶剤等 

第 3 種 
有機溶剤等 

設備(5 条、6 条) 
（詳細は、5 設備の項を参照） 

  〇 〇     〇  
（タンク等内部のみ) 

作業主任者選任(19 条)   〇   〇   〇 
定期自主検査(20 条～21 条)   〇   〇   〇 
測定(28 条～28 条の 4)   〇   〇  

健康診断(29 条～31 条)   〇   〇    〇 
（タンク等内部のみ) 

保護具(32 条～34 条) 〇 〇 〇 
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表６ 有機則における設備 
 

場  所     設    備 第 1 種 
有機溶剤等 

第２種 
有機溶剤等 

第 3 種 
有機溶剤等 

屋内作業場等の
うちタンク等の
内部以外の場所 

(第 5 条) 

密閉設備 
局所排気装置 
プッシュプル型換気装置 
全体換気装置 

  ○ 
  ○ 

○  
  × 

  ○ 
  ○ 
  ○ 
  × 

  － 
  － 
  －      
  － 

タンク等の内部 
(第 6 条) 

吹 
付 
け 
作 
業 

密閉設備 
局所排気装置 
プッシュプル型換気装置 
全体換気装置 

  ○ 
  ○ 
  ○ 
  × 

  ○ 
  ○ 
  ○ 
  × 

  ○ 
  ○ 
  ○ 
  × 

吹の 
付作 
け業 
以 
外 

密閉設備 
局所排気装置 
プッシュプル型換気装置 
全体換気装置 

  ○ 
  ○ 
  ○ 
  × 

  ○ 
  ○ 
  ○ 
  × 

  ○ 
  ○ 
  ○     
  ○ 
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表７ 鉛則における事業者が講ずべき措置 

            措       置 
 

 
 
業    務 

 
 

設 
備 
５ 
条 
～ 
20 
条 

 

作 
業 
主 
任 
者 
33 
条 

測 
定 
52
条 

健 
康 
診 
断 
53 
条 

１ 鉛の製錬又は精錬を行う工程における焙焼、焼結、溶鉱又は鉛 
等若しくは焼結鉱等の取扱いの業務 

〇 ○ ○ ○ 

２ 銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行う工程における溶鉱(鉛を３パ 
ーセント以上含有する原料を取り扱うものに限る。)、当該溶鉱に
連続して行う転炉による溶融又は煙灰若しくは電解スライム(鋼又
は亜鉛の製錬又は精錬を行う工程において生ずるものに限る。)の
取扱いの業務 

○ ○ ○ ○ 

３ 鉛蓄電池又は鉛蓄電池の部品を製造し、修理し、又は解体する
工程において鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、ふるい分け、練
粉、充てん、乾燥、加工、組立て、溶接、溶断、切断、若しくは
運搬をし、又は粉状の鉛等をホッパー、容器等に入れ、若しくは
これらから取り出す業務 

○ ○ ○ ○ 

４ 電線又はケーブルを製造する工程における鉛の溶融、被鉛、剥
鉛又は被鉛した電線、ケーブルの加硫若しくは加工の業務 

○ ○ ○ ○ 

５ 鉛合金を製造し、又は鉛若しくは鉛合金の製品(鉛蓄電池及び鉛
蓄電池の部品を除く。)を製造し、修理し、若しくは解体する工程
における鉛若しくは鉛合金の溶融、鋳造、溶接、溶断、切断若し
くは加工又は鉛快削鋼を製造する工程における鉛の鋳込の業務 

○ 
 

○ ○ ○ 

６ 鉛化合物を製造する工程において鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混
合、空冷のための攪拌、ふるい分け、煆焼、焼成、乾燥若しくは
運搬をし又は粉状の鉛等をホッパー、容器等に入れ、若しくはこ
れらから取り出す業務 

○ ○ ○ ○ 

７ 鉛ライニングの業務(仕上げの業務を含む。) ○ ○ ○ ○ 
８ ゴム若しくは合成樹脂の製品、含鉛塗料又は鉛化合物を含有す

る絵具、釉薬、農薬、ガラス、接着剤等を製造する工程における
鉛等の溶融、鋳込、粉砕、混合若しくはふるい分け又は被鉛若し
くは剥鉛の業務 

○   ○ 

９ 自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務 ○   ○ 
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10 鉛化合物を含有する釉薬を用いて行う施釉又は当該施釉を行っ
た物の焼成の業務 

○   ○ 

11 鉛化合物を含有する絵具を用いて行う絵付け又は当該絵付け 
を行った物の焼成の業務 

○   ○ 

12 溶融した鉛を用いて行う金属の焼入れ若しくは焼戻し又は当該
焼入れ若しくは焼戻しをした金属のサンドバスの業務 

○  ○ ○ 

13 安衛法施行令別表第 4 第 8 号から第 11 号まで及び第 17 号に 
掲げる次の業務 

 
 

① 鉛ライニングを施し、又は含鉛塗料を塗布した物の破砕、溶 
接、溶断、切断、鋲打ち(加熱して行う鋲打ちに限る。)、加熱、
圧延又は含鉛塗料のかき落しの業務 

○ ○ ○ ○ 

② 鉛装置の内部における業務  ○  ○ 
③ 鉛装置の破砕、溶接、溶断又は切断の業務(②に掲げる業 
当該務を除く。) 

○ ○ ○ ○ 

④   転写紙を製造する工程における鉛等の粉まき又は粉払いの 
 業務 

○   ○ 

⑤ 動力を用いて印刷する工程における活字の文選、植字又は解
版の業務 

   ○ 

14 上記１から 12 までの業務又は上記 13 の業務(②を除く。)を行う
作業場所における清掃の業務 

 
 

  ○ 

 

表８ ４アルキル鉛則における事業者が講ずべき措置 

   業  務 
 

 措  置 

混入 装置等
の修理
等 

タンク
内 

残さい
物の取
扱い 

ドラム
かん等
取扱い 

研究 汚染除
去 

加鉛ガ
ソリン
の使用 

設備(2 条、12 条)  〇     〇       〇     〇  〇 
作業主任者(14 条)  〇  〇  〇  〇  〇     〇  
特別教育(21 条)  〇  〇  〇  〇  〇  〇  〇  
健康診断(22 条)  〇  〇  〇  〇  〇  〇  〇  
保護具(5 条～11 条)  〇  〇  〇  〇  〇  〇  〇  〇 
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表９ 特別有機溶剤 

有機則の旧対象物質(10物質)＋新たな対象物質(2 物質 下表※)の計 12物質 
○ 発がん性の視点から、特化則が適用される(第 2 条 第 2 類物質・特別管理物

質)。 
○ 設備、換気装置の性能等、管理、保護具については、有機則第 1章から第 3章、

第 4章(19 条、19 条の 2を除く。)、第 7章が準用される。 
令別表
第 3 
第 2 号 

 
     物  質  名 

3 の 3 エチルベンゼン※ 
11 の 2 クロロホルム     
18 の 2 四塩化炭素 
18 の 3 1・4－ジオキサン 
18 の 4 1・2－ジクロロエタン 
19 の 2 1・2－ジクロロプロパン※ 

19 の 3 ジクロロメタン 
22 の 2 スチレン 
22 の 3 1・1・2・2ー－テトラクロロエタン 
22 の 4 テトラクロロエチレン 
22 の 5 トリクロロエチレン 
33 の 2 メチルイソブチルケトン 

○ 作業主任者については、有機溶剤作業主任者技能講習の修了者から選任する(第
27 条)。 

 
 

表 10 特化則における事業者の講ずべき措置 

 

措 置    物 質 
第 1 類物質 

 
 

第 2 類物質 第 3 類物質 

設備(3 条～5 条)   〇   〇   
作業主任者選任(27 条)   〇   〇  〇 
作業環境測定(36 条)   〇   〇  
管理濃度(36 条の 2)   〇   〇  
休憩室等(37 条、38 条)   〇   〇  
健康診断(39 条、40 条)   〇   〇  
 

 表 11 高圧則における事業者の講ずべき措置 
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         業    務 
措   置 

高圧室内業務 
      

潜水器を用いる潜
水業務 

作業室の気積・適切な設備(2 条～9 条)      ○     ○ 
作業主任者(10 条)      ○  

特別の教育(11 条)      ○     ○ 
免許(12 条)      ○ 
減圧の速度等(18 条)                                   ○     ○ 

健康診断(38 条)      ○     ○ 
病者の就業禁止(41 条)      ○     ○ 

 

表 12 施設等における線量の限度(第 3 条の 2) 

放射線装置室、放射性物質取扱作業室、貯
蔵施設、保管廃棄施設等について労働者が
常時立ち入る場所 

外部放射線による実効線量(注)と空気中の
放射性物質による実効線量との合計  

1 ミリシーベルト／１週間 
以下 

(注)「実効線量」とは、放射線が人体に与える影響のうち、確率的影響を評価するための量

であり、人体の各組織・臓器が受けた等価線量に係数(組織荷重係数)を乗じたものを加

重することにより求められ、電離則では、人体が受ける放射線の量を直接表す場合と作

業環境中の放射線の量を現す場合の 2 通りに用いられている。単位は、「ジュール毎キ

ログラム」、その別称は「シーベルト」である。（平成 13年 3月 30日 基発第 253号） 

 
表 13 放射線業務従事者の被ばく限度(第 4 条～第 6 条) 

１ 実効線量の限度 全   身 100 ミリシーベルト／5 年かつ 50 ミリシーベル
ト／年 

２ 等価線量の限度 眼の水晶体 
           

皮   ふ 

100 ミリシーベルト／5 年及び 50 ミリシーベル
ト／年 
500 ミリシーベルト／年 

３ 女    性 
(妊娠する可能性がないと判断された
者を除く) 

 
5 ミリシーベルト／3 か月 

４ 妊娠と判断された女性 
(妊娠と診断されたときから出産まで
の間) 

内部被ばくによる実効線量 1 ミリシーベルト 
腹部表面に受ける等価線量 2 ミリシーベルト 
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表 14 電離則における事業者の講ずべき措置 

業  務 
 （安衛法施行令別表第
2） 
 
 
 
 
 
 

措  置 

① エ
ッ ク ス
線 装 置
の 使 用
又 は エ
ッ ク ス
線の 

発
生 を
伴 う
当 該
装 置
の 検
査 の
業務 

② サ
イ ク
ロ ト
ロ
ン 、
べ ー
タ ー
ト ロ
ン そ
の 他
の 荷
電 粒
子 を
加 速
す る
装 置
の 

使
用 又
は 電
離 放
射 線
の 発
生 を
伴 う
当 該
装 置
の 検
査 の
業務 

 

③ エ
ッ ク
ス 線
管 若
し く
は ケ
ノ ト
ロ ン
の ガ
ス 抜
き 又
は 

エ
ッ ク
ス 線
の 発
生 を
伴 う
こ れ
ら の
検 査
の 業
務 
 

④ 厚
生 労 働
省 令 で
定 め る
放 射 性
物質を 

装
備 し
て い
る 機
器 の
取 扱
い の
業務 
 

⑤①
に 規
定 す
る 放
射 性
物 質
又 は
当 該
放 射
性 物
質 若
し く
は ②
に 規
定 す
る 
装 置

か ら 発
生 し た
電 離 放
射 線 に
よ っ て
汚 染 さ
れ た 物
の 取 扱
い の 業
務 

 

⑥原
子炉
の運
転の
業務 
 

⑦ 坑
内 に
お け
る 核
原 料
物 質
の 掘
採 の
業務 

管理区域の明示等 
(第 3 条) 

 ○  ○  ○  ○ ○ ○ ○ 

被ばく限度 
(第 3 条の 2～第 7 条の 3) 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

線量の測定 
(第 8 条、第 9 条) 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

外部放射線の防護 
(第 10 条～第 21 条) 

○ ○ ○ ○    

保護具     ○ ○  
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(第 38 条～第 41 条) 
作業主任者 
(第 46 条～第 52 条の 4 の
5) 

○  ○ ○    

特別の教育 
(第 52 条の 5～第 52 条の
9) 

○   ○ ○ ○  

作業環境測定等 
(第５３条～第 55 条) 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

       
       措  置 
         
酸素欠乏危険場所 
（安衛法施行令別表第６） 
 

濃度
の測
定 

換気 保護
具の
使用
等 

 
作業
主任
者 
 

 
特別
の教
育 

異常
時の
措置
等 

3 条 5 条 5 条の 2 11 条 12 条 13 条～ 
 1 特殊な地層に接し又は通ずる

井戸等の内部 
 ○ 
 

 ○  ○  ○  ○  ○ 

 2 長期間使用されていない井戸
等の内部 

 ○  ○  ○  ○  ○  ○ 

 3 ケーブル等を収容するための
暗きょ等の内部 

 ○  ○  ○  ○  ○  ○ 

3 の 2 雨水等が滞留している暗きょ
等の内部 

 ○  ○  ○  ○   ○  ○ 

3 の 3 海水が滞留している熱交換器
等の内部 

 ○  ○  ○  ○  ○  ○ 

 4 相当期間密閉されていた鋼製
のボイラー等の内部 

 ○  ○  ○  ○  ○  ○ 

5  石炭等空気中の酸素を吸収す
る物質を入れてある貯蔵施設
の内部 

 ○  ○  ○  ○  ○  ○ 

 6 乾性油のペイントで内部が塗
装された地下室等通気不十分
な施設等の内部 

 ○  ○  ○  ○  ○  ○ 

 7 穀物の貯蔵、果菜の熟成等に
使用しているサイロ等の内部 

 ○  ○  ○  ○  ○  ○ 

 8 しょう油等発酵する物を入れ  ○  ○  ○  ○  ○  ○ 



分担研究報告書（藤森和幸） 

54 

 

てあるタンク等の内部 
 9 し尿、パルプ液等腐敗分解 

しやすい物質を入れてあるタ 
ンク等の内部 

 ○  ○  ○  ○  ○  ○ 

10 ドライアイスを使用している
冷蔵庫、冷凍庫、船倉等の内
部 

 ○  ○  ○  ○  ○  ○ 

11 窒素等不活性の気体を入れて
あり、又は入れたことのある
施設の内部 

 ○  ○  ○  ○  ○  ○ 

表 15 酸欠則における事業者が講ずべき措置(一般的防止措置） 

 表 16 酸欠則における事業者が講ずべき措置(特殊な作業における防止措置） 

     作    業      防 止 措 置 
①ボーリング等(第 18 条) 
   

あらかじめ、メタン又は炭酸ガスの有無・状態の
ボーリングによる調査等 

② 消火設備等に係る措置(第 19 条) 炭酸ガスを使用する消化器又は消火設備の接触、
転倒防止措置 

③ 冷蔵室等に係る措置(第 20 条) 出入口の扉、ふたが閉まらないような措置 
④ 溶接に係る措置(第 21 条) 
 （アルゴン、炭酸ガス溶接） 

タンク、ボイラーの内部等の酸素濃度を 18 パー
セント以上に保つ。空気呼吸器等の使用 

⑤ ガス漏出防止装置(第 22 条) バルブ、コックの閉止、閉止板の設置 

⑥ ガス排出に係る措置(第 22 条の 2) 不活性気体の滞留防止措置 
⑦ 空気稀薄化の防止(第 23 条) 出入口のふた又は扉が閉まらない措置 
⑧ ガス配管工事に係る措置(第 23 条の 2) ガス流入防止措置、酸素濃度を 18 パーセント以

上に保つ。空気呼吸器等の使用 
⑨ 圧気工法に係る措置(第 24 条) 酸素濃度の調査、酸素欠乏空気漏出時の適切な措

置 
⑩ 地下室等に係る措置(第 25 条) 酸素欠乏空気の漏出防止措置 

⑪ 設備の改造等の作業(第 25 条の 2) 作業方法・順序の決定及び周知。作業指揮者の選
任等 

  

 

 

 

 

 

 

表 17 事務所の衛生基準（主なもの） 
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Ⅰ 事務室の環境管理 
１ 気積(第 2 条)  

労働者１人について 10 立法メートル以上(4 メートルを超える高さにある空間 
を除く。) 

２ 換気(第 3 条第 1 項)  
窓その他の開口部の面積は、常時床面積の 20 分の 1 以上 

３ 室内空気の環境基準(第 3 条第 2 項)  
（1 気圧、温度 25 度とした場合の空気中に占める当該ガスの容積の割合）   

・一酸化炭素の含有率 100 万分の 50 以下 
・二酸化炭素の含有率 100 万分の 5000 以下 

４ 温度(4 条)  
・10 度以下のときは暖房等の措置 

  ・冷房実施時は外気温より著しく低くしない 
５ 空気調和設備  
① 供給空気の清浄度(第 5 条第 1 項)  

・浮遊粉じん量 
（1 気圧、温度 25 度とした場合の当該空気１立方メートル中に含まれる重量） 

1 立方メートル中 0.15 ミリグラム以下 
・一酸化炭素の含有率 100 万分の 10 以下 
・二酸化炭素の含有率 100 万分の 1000 以下 
・ホルムアルデヒドの量 

(1 気圧、温度 25 度とした場合の当該空気１立方メートル中に含まれる重量） 
 1 立方メートル中 0.1 ミリグラム以下 

② 室内空気の基準(第 5 条第 2 項・第 3 項)  
 ・気流 0.5 メートル毎秒以下 

・室温  1８度以上 28 度以下 
    ・相対湿度 40 パーセント以上 70 パーセント以下 
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６ 機械換気設備 
① 供給空気の清浄度(第 5 条第 1 項)  

・浮遊粉じん量 
（1 気圧、温度 25 度とした場合の当該空気１立方メートル中に含まれる重量） 

1 立方メートル中 0.15 ミリグラム以下 
・一酸化炭素の含有率 100 万分の 10 以下 
・二酸化炭素の含有率 100 万分の 1000 以下 
・ホルムアルデヒドの量 

(1 気圧、温度 25 度とした場合の当該空気１立方メートル中に含まれる重量） 
 1 立方メートル中 0.1 ミリグラム以下 

 ② 室の気流(第 5 条第 2 項)  
・0.5 メートル毎秒以下 

７ 採光・照明(第 10 条)  
 ➀ 照度     

・一般的な事務作業 300 ルクス以上 
  ・付随的な事務作業 150 ルクス以上 

個々の事務作業に応じた適切な照度については、作業ごとに JISZ9110 などの 
   基準を参照する。 
 ② 採光・照明の方法 
  ・明暗の対象を少なくすること(局所照明と全体照明の併用) 
  ・まぶしさをなくすこと 
８ 騒音及び振動の防止(第 11 条、第 12 条)   
  (事務用機器を 5 台以上集中して作業を行わせる場合) 

・作業室を専用室とすること 
・専用室は、しゃ音及び吸音の機能を持つ隔壁とすること 

Ⅱ 清潔 
１ 清掃等の実施(第 15 条) 
２ 便所(第 17 条・第 17 条の 2)、男女の区別・独立個室型の便所、人数による設置 
３ 洗面設備等(第 18 条) 

Ⅲ 休養 
 １ 休憩の設備(第 19 条) 

２ 睡眠・仮眠の設備(第 20 条) 
３ 休養室・休養所の設置(第 21 条) 

Ⅳ 救急用具 
表 18 粉じん則における事業者が講ずべき措置 
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      粉じん作業 
      （別表第１） 
 
 
 

 
 
措  置 

特定粉じん
作業 
（別表第２） 

特定粉じん作業以外の粉じん作業 

屋内 坑内 呼吸用保護具を使用すべ
き作業（別表第３） 

その他の作業 

坑外 坑内 タンク内
等 

坑外  坑内 

屋 
内 

屋
外 

屋
内 

屋
外 

  
湿式型衝撃式削岩機  

 
4 条 

 〇        
湿潤状態に保つ設備  〇 〇        
密閉設備  〇 〇        
局所排気装置  〇         
プッシュプル型装置  〇         
全体換気装置 5 条   〇    〇   
換気装置 6 条      〇     〇 
粉じん濃度測定 6 条

の 3 
 〇    ○     〇 

特別の教育 22 条  〇 〇        
作業環境測定 26 条  〇         
呼吸用保護具 27 条   〇 〇  〇  〇    
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 表 19 石綿則における事業者が講ずべき措置   

    
 
 
    作   業 
 
 
 
措   置 

建築物、工作物又は船舶の解体等の作業(注) 解 体 等 以
外 の 石 綿
取扱作業 

１ 建築物等に吹き付け
られた石綿等に係る作業 

２  耐 火 被
覆 材 の 除 去
作業 

左 記 １ 、
２ 以 外 の
建 材 の 除
去作業 耐 除

火 去 
建 作
築 業
物 
等 
に 
お 
け 
る 

そ
の
他
の
除
去
作
業 

封 等 
じ を 
込 伴  
め う 
石 囲 
綿 い 
等 込 
の み 
切 作 
断 業 

切 込    
断 み 
等 の 
を 作 
伴 業 
わ 
な 
い 
囲 
い 

切じ 
断込 
等め 
を・ 
伴囲 
うい 
除込 
去み 
・作 
封業 

切 囲 
断 い 
等 込 
を み 
伴 の 
わ 作 
な 業 
い 
除 
去 

事前調査(3 条) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  
作業計画(4 条) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  
作業の届出(5 条)  〇 〇 〇 〇 〇   

作業場所の隔離等(6 条) 〇 〇 〇  〇    
請負人への石綿使用状況 
の通知(8 条) 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  

発注条件の配慮(9 条) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  
湿潤化(13 条) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
保護具等の使用(14 条) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
作業主任者の選任(19 条) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
特別の教育(27 条) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  
作業環境測定(36 条)        〇 
健康診断(40 条) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

 （注）「解体等の作業」：建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。)の解体又は改

修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業 
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表 20 除染則における事業者が講ずべき措置 

 
     業  務 
 
 措  置 

除染等業務 特 定 線
量 下 業
務 

土 壌 等 の 除
染等の業務 

廃棄物収集等
業務 

特定汚染土壌取扱業務 
2.5μSV/ｈ 
超 

2.5μSV/ｈ 
以下 

被ばく限度(3 条・4 条)   〇  〇   〇   〇  
線量の測定(5 条)   〇   〇  〇    
事前調査(7 条)   〇  〇  〇  〇 
作業計画・届出 

(8 条、10 条) 
  〇   〇  〇   

粉じんの発散抑制措置 
（12 条） 

  〇   〇       

保護具(16 条）   〇   〇   〇   〇 
特別の教育(19 条）   〇   〇   〇   〇 
健康診断(20 条～25 条)   〇   〇   〇  
被ばく限度 
(25 条の 2・3) 

   
  

 〇 

線量の測定(25 条の 4)  〇 
事前調査(25 条の 6)  〇 

医師の診察(25 条の 7)  〇 
特別の教育(25 条の 8)  〇 
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図１ 労働安全衛生法令等の体系 
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図２ 設備、原材料等による健康障害防止の措置 

    

 

 

設備、原材料等による健康障害防止の措置（法第 22
条） 
 

（3 号） 
計器監視、精密
工作等の作業 

（精神的要因） 
 
 

（2 号） 
放射線、超音波
高温、低温、騒
音、振動、気圧
等 

（ 物 理 的 要
因）「」 

 
 

安衛則、特化則、
鉛則、４アルキル
鉛則 
 

（4 号） 
排気、排液、残さ
い物 
（有害物汚染の 

汚染要因） 
 

 

安衛則、事務所
則 
 

（1 号） 
原材料、ガス、蒸
気、粉じん、酸素
欠乏空気等 
（化学的要因） 
 

安 衛 則 、 高 圧
則 、 電 離 則 、
除染電離則 
 
 
 

安衛則、有機則、
鉛則、4 アルキル
鉛則、特化則、酸
欠則、粉じん則、
石綿則 
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図３ 環境整備の措置 

 

 

 

 

             
  

         

 

        
（安衛則、特化則、石綿則、高圧則、事務所則等） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

環境整備の措置（法第 23
条） 

 

通路、床面、階段等
の保全に必要な措置 
 

健康、風紀、生命の
保持のために必要な 
措置 

 
 

換気、採光、照明、 
保温、防湿、休養、避
難、清潔に必要な措置 

 
 

欠陥の排除 
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図４ 有機溶剤の適用場所 
 

 

 

 
  

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

屋内作業場 
 

 

タンク

等の内

部 
 

タンク等

の内部 
 

屋外作業場 
 

屋内作業場等 
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図５ 特定化学物質の分類 

    

                 特定化学物質 (75 物質) 
第１類物質 

     （7 物質） 
 

               第２類物質（60 物質） 
                

         特定第 2 類物質          管理第２類物質 

          (26 物質)             （20 物質） 

 

    

           オーラミン等       特別有機溶剤 

             (2 物質)         (12物質) 

                 

(特別管理物質) 
 第 1 類物質及び 

第 2 類物質のうち、               第３類物質（8 物質）              

発がん性が認められる 
44 物質 
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図６ 粉じん作業 
 

 

特定粉じん作業以外の粉じん作業（別表１） 

 

 
 

特 定 粉 じ ん 作 業 （ 別 表
２） 

（別表２） 
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産産業業用用ロロボボッットトのの特特別別規規制制ににつついいてて  

 
  

分担研究者 藤森和幸 元中央労働災害防止協会 東京安全衛生教育センター 所長 
 

 
要旨 

産業用ロボットに関する規制は、労働安全衛生法 昭和 年法律第 号。以下「安

衛法」という。 を具体化した労働安全衛生規則 昭和 ・ ・ 労働省令第 号。以

下「安衛則」という。 の制定当初には存在していなかったものであり、 年 昭和

年 に追加改正された。

本稿では、この産業用ロボットに係る法令・通達等を一つの例として、労働安全衛

生法令の体系・構造、適用関係等について、以下の観点から言及することとする。

法令改正の背景・必要性

法令における定義及び適用の範囲

産業用ロボットにおける規制の具体化－適用関係

産業用ロボットにおけるこれからの安全管理

 
引引用用文文献献等等  
参考文献

実務に役立つ労働安全衛生規則の逐条

詳解 第 巻、第 巻 （ ・ 中央労

働災害防止協会）

安全衛生運動史 安全専一から

年 ・ 中央労働災害防止協会

労働安全衛生法の詳解 改訂第４

版 ・３労働調査会

機能安全活用実践マニュアル 産業用ロ

ボットシステム編 （ ・ 中央労働災

害防止協会）

労働安全衛生法 労働法コンメンタール

（労務行政研究所編） ・ 労務

行政

産業用ロボットの安全管理－理論と実

際－ 第４版 ・ 中央労働災害防

止協会

改訂労働安全衛生規則の解説 産業用ロ

ボット関係 第 版 ・ 中央労働

災害防止協会

（関連する告示・指針・通達）

労働安全衛生規則第 条第 号の規定

に基づき労働大臣が定める機械を定める

告示 昭和 年 月 日労働省示第

号 改正平成 年 月 日厚生労働省

告示第 号

－2801－
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2 労働安全衛生規則の一部を改正する省

令の施行等について(昭和 58年 6月 28日

基発第 339号 改正平成 25年 12月 24日

基発 1224第 2) 

3 労働安全衛生規則第 36条第 31号の規定

に基づき、労働大臣が定める機械を定め

る件((昭和 58 年 6 月 25 日労働省告示第

51号)本則第 3号の機械について(昭和 58

年 6月 28日基発第 340号) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 産業用ロボットの使用等の安全基準に

関する技術上の指針(昭和 58 年 9 月 1 日 

技術上の指針公示第 13号) 

5 危険性又は有害性等の調査等に関する

指針(平成 18年 3月 10日公示第 1号、平

成 18年 3月 10日基発第 0310001 号) 

6 機械の包括的な安全基準に関する指針

(平成 19年 7月 31日基発 0731001号) 

7 機能安全による機械等に係る安全確保

に関する技術上の指針(平成 28 年告示第

353号)
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１１  法法令令改改正正のの背背景景・・必必要要性性ににつついいてて    

産業用ロボットは、1970年代(昭和 50年代)に入り、産業現場において、その進出には目 

覚ましいものがあった。こうした状況の中、1981年(昭和 56年)7月に、国内の輸送用機械

製造工場において産業用ロボットに係る死亡事故が発生した(「ウラダケース」と呼ばれて

いる)。 

被災者は、異常が認められた産業用ロボットの周辺機器を点検、整備作業中に、産業用

ロボットのマニプレータ(人間の「腕」に当たる部分)に背中を押さえつけられ内臓破裂に

より死亡した。なお、昭和 57年 7月に労働省(現厚生労働省)が実施した産業用ロボットに

関する全国における実態調査結果(調査対象 190件)によると、昭和 56年には上記ウラダケ

ースを含め 6 件の産業用ロボットによる労働災害が発生しており、このうち 5 件は、マニ

プレータとの接触によるものであった。 

労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号。以下「安衛法」という。)は、積み重ねられて

きた数多くの災害事例を貴重な教訓として 1972 年(昭和 47 年)に制定され、具体的には労

働安全衛生規則(昭和 47年 9月 30日労働省令第 32号。以下「安衛則」という。)をはじめ

とするいくつかの労働省令(現厚生労働省令)等により、労働災害防止のための規定が設け

られている。特に、大きなエネルギーを持ち、種類も数多く、また仕組みも複雑である機

械による労働災害が多いことから、安衛法は、制定当初から機械による労働災害防止のた

めに事業者が講ずべき措置として、「機械、器具その他の設備(以下、「機械等」という。)

による危険」（第 20 条第 1 号）を掲げ、同法第 27 条第 1 項によりその具体的な省令の一

つである安衛則においては、「第 2 編 安全基準」の冒頭に「第１章 機械による危険の

防止」の規定を設けており、その他、「ボイラー及び圧力容器安全規則」(昭和 47 年 9 月

30日労働省令第 33号)やクレーン等安全規則(昭和 47年 9月 30日労働省令第 34号)等の機

械に係る省令においても具体化されている。 

機械といっても、その種類あるいは範囲は大変広く、製造業、建設業の現場をはじめと

して、ほとんどあらゆる現場において存在しており、安衛則は、まずこれらのうち一般に

工場等において使用される機械を対象として、事業者が講ずべき措置を類型化している。

すなわち主に製造業における①工作機械、②木材加工用機械、③食料加工用機械、④プレ

ス機械及びシャー、⑤遠心機械、⑥粉砕機及び混合機、⑦ロール機等、⑧高速回転体、⑨

産業用ロボットが規定されている(第 113条から第 151条まで）。 

 この安衛則における産業用ロボットに関する規制は、前記のウラダケースの発生までは

存在しなかった。産業用ロボットは、従来からの機械設備にはみられない特有の危険を伴

うものであり、それまでの機械についての一般基準(第 101 条から第 111 条まで)を適用す

るのみでは、ウラダケース以降も発生しうる産業用ロボットに係る労働災害を防止するこ

とは難しく、新たに安衛則に産業用ロボットについての規定を盛り込む必要性が生じた。 

 そうして昭和 58 年、同規則に新たに産業用ロボットに関して事業者の講ずべき措置(法

第 20条第 1号)の具体的規定として、以下の４つの条文が追加された(昭和 58年 6月 20日
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労働省令第 18号)(表表１１)。 

 

第 2編 安全基準 

  第１章 機械による危険の防止 

   第 9節 産業用ロボット 

第 150条の 3 教示等 

第 150条の 4 運転中の危険の防止 

第 150条の 5 検査等 

第 151条 点検 

また、産業用ロボットに対する教示等の業務及び検査等の業務については、特に危険な 

業務として安衛法第 59第 3項に定める特別教育の対象業務として、以下の条文が追加され

た(表表１１)。                                                

第 1編 通則 

  第 4章 安全衛生教育 

    第 36条 特別教育を必要とする業務 

     第 31 号 (産業用ロボットの教示等の業務に係る特別教育) 

第 32号 (産業用ロボットの検査等の業務に係る特別教育) 

 この特別教育については、「安全衛生特別教育規程」(昭和 47年 9月 30日労働省告示第

92号)により具体的内容が定められており、それぞれ学科教育及び実技教育により実施され

る。  

  なお、安衛法は、ボイラー、クレーン等の特に危険な作業を必要とする一定の機械等(「特

定機械等」)については、その安全性能を確保するために、設計・製造の段階から一定の基

準を満たす必要があることとしている。すなわち、これらの機械等については、製造の許

可(第 37 条)、製造時等の検査(第 38 条)が必要であり、また、これらの機械等以外のうち

で一定のものについては、一定の構造規格又は安全装置を具備していない場合の譲渡・貸

与・設置することの制限(第 42 条)、機械等の検定(第 44 条、第 44 条の 2)といった設計・

製造段階における事前の規制の対象となるものとされているが、産業用ロボットはこの対

象としていない。 

産業用ロボットに対する設計・製造の段階における事前の規制については、前記昭和 58

年安衛則改正時に発出された「産業用ロボットの使用等の安全基準に関する技術上の指針」

(昭和 58年 9月 1日技術上の指針公示第 13号)により、産業ロボットの選定、設置、使用、

定期検査等及び教育等に関する留意事項が示されている。  

この技術上の指針は、事業者が労働災害の防止のために講ずべき措置(安衛法第 20 条か

ら第 25 条の 2 まで)の適切かつ有効な実施を図るために必要な業種あるいは作業ごとに厚

生労働大臣が公表して(安衛法第 28条)、一般的、画一的にならざるを得ない法定事項をさ

らにできるだけ具体化して現場に即応した内容の対策を示したものである。 
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なお、これらの設計・製造の段階における事前の規制については、後記４において述べ

ることとする。 

 ところで、安衛法は、労働災害を防止するための管理を必要とする作業で政令(労働安全

衛生法施行令第 6条)で定めるものについては、「作業主任者」の選任を義務づけている(第

14条)。 

 この作業主任者は、労働災害防止のための事業者の管理を必要とする危険又は有害な作

業について選任されるものであり、その主な職務は、当該危険又は有害作業に従事する労

働者を指揮することとされている(同第 14条)が、産業用ロボットについては、他の機械に

比べてその種類が多く、それにより作業の内容も多様化しており、また、本来の作業自体

はロボットが行い作業者は主に巡視の業務に従事している場合が多いこと等から、作業主

任者による方法は適切ではなく、事業者が行うべき作業の管理は、産業用ロボットの種類、

性能等に見合った「作業規程」を定めて、これに基づき労働者に作業を行わせることが適

切であるとされ、安衛則第 150 条の 3 及び 150 条の 5 並びに上記の技術上の指針に定めら

れた。   

  

表表１１    

  産業用ロボットにおける危険防止措置 (法第 20条第 1項) 

  ①教示等の作業を行うときの危険防止措置（安衛則第 150条の 3) 

  ②運転中の危険防止措置（安衛則第 150条の 4) 

  ③検査等の作業を行うときの危険防止措置（安衛則第 150条の 5） 

  ④点検（安衛則第 151条） 

  

特別教育の実施（法第 59条第 3項） 

  ①教示等の業務に係る特別教育（安衛則第 36条第 31号） 

  ②検査等の業務に係る特別教育（安衛則第 36条第 32号） 

 

「産業用ロボットの使用等の安全基準に関する技術上の指針」(昭和 58年 9月 1日 技術 

上の指針公示第 13号) 

 

２２  法法令令ににおおけけるる定定義義及及びび適適用用のの範範囲囲ににつついいてて 

ロボットという言葉は、1920 年に当時のチェコスロバキアの作家カレル・チャペックの

戯曲において作り出されたもので、人間の労働を肩代わりしたロボットたちが団結して反

乱を起こす物語に初めて登場した(「ロボット」岩波文庫 1989 年)。 

また、産業用ロボットの定義は、安衛則に追加改正された当時、例えば広辞苑(第 3版・

1983 年(昭和 58 年))では、「人間の上肢に似た機構をもち、プログラムあるいは計算機か

らの指令によって多様な作業をすることのできる機械。視覚を備え、また移動できるもの
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もある。物体の移動、工作機械の操作、組立・塗装・溶接などに用いる。」と定義され、

最近の第７版(2019年(令和元年)によると、「プログラムあるいはコンピューターからの指

令によって多様な作業を行う産業用機械。視覚を備え、また移動できるものもある。物体

の移動、工作機械の操作、組立・塗装・溶接などに用いる。」と定義されている。 

 これに対して、法令における「産業用ロボット」は、「マニプレータ及び記憶装置(可変

シーケンス制御装置及び固定シーケンス制御装置を含む。）を有し、記憶装置の情報に基

づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下移動、左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複

合動作を自動的に行うことのできる機械(研究開発中のものその他厚生労働大臣が定める

ものを除く。)」と定義されている(安衛則第 36条第 31号)。なお、「マニプレータ」とは、

人間の上肢に類似した機能を有し、「腕」に相当するもの(アーム)をいい、「記憶装置」

とは、マニプレータの動作の順序、位置、速度等の情報を記憶する装置をいう。また、「シ

ーケンス制御装置」とは、あらかじめ設定された順序、条件及び位置にしたがって動作の

制御を行う装置をいう(昭和 58年 6月 28日基発第 339号。末尾の図図１１、、図図２２)。 

安衛法は、事業者に対して職場における労働者の安全と健康を確保することを目的とし

(第 1 条)、この目的を達成するために危害防止基準を確立し、事業者に一定の措置を講じ

ることを要求している法規であり、原則として罰則で実効性を確保しているものもあり、

措置・規制の対象としての観点から罪刑法定主義に則り定義や適用の範囲が定められてい

る。 

産業用ロボットは、予測しがたいマニプレータの動き、ノイズ等によるマニプレータの

誤作動等、これまでの機械には見られなかった産業用ロボットに特有の危険性が存在し、

それまでの安衛則の「機械」に対する措置のみでは対応できないものとなった。 

このような観点からすれば、上記により産業用ロボットの定義に該当するとしても、例

えば定格出力が 80ワット以下の駆動用原動機を有するもの、機械が小さくて接触しても災

害に結びつく危険性が極めて少ないもの、マニプレータが 1 つの動作の単調な繰り返しの

みを行うため、動作が容易に予測できるもの、マニプレータの可動範囲が狭く当該マニプ

レータに挟まれる危険が少ないもの等は、いずれも労働者に危険が生ずるおそれのないも

のとして規制の対象から除外しても差し支えないと考えられ、告示及びこれに基づく通達

により産業用ロボットから除外されている(昭和 58年 6月 25日労働省告示第 51号(改正平

成 12年 12月 25 日労働省告示第 120号、昭和 58年 6月 28日基発第 340号)。 

  ちなみに、上述した法令における定義の相対性は、労働衛生の分野においても広く同様

であって、例えば「有機溶剤」については、一般的には、物を溶かす性質を持つ液体の有

機化合物で、数百種類以上の種類があるものと定義されているが、「有機溶剤中毒予防規

則」(昭和 47年 9月 30日労働省令第 36号)では、労働者の健康障害防止の観点から、相対

的に、人体に有害であることが明らかであり、現に広い範囲において使用されている 44種

類の物質を同規則の対象となる有機溶剤としている。 

  

－2806－



分担研究報告書（藤森和幸） 

 

 

３３  産産業業用用ロロボボッットトににおおけけるる規規制制のの具具体体化化ににつついいてて－－適適用用関関係係    

産業用ロボットは、上記の定義で定められるように、一定の動作を自動的に行うことの 

できる機械であり、かつその用途について汎用性が認められる機械である。 

(1)産業用ロボットは「機械」であることから、各々の機械について共通する一般規定であ 

る安衛則「第 1 節 一般基準」の第 101 条から第 111 条までの規定が、その一部を除い

て(下記（２）)適用される。特に、産業用ロボットによる労働災害は、産業用ロボット

の運転を開始するときに合図を行わなかったことが原因となって発生しているものもあ

るため、この合図について事業者に必要な措置を講じさせるロボットに特別の規定はな

いので、合図についての一般規定である第 104 条が適用されることとなる(昭和 58．6．

28基発 339、改正平成 25年 12月 24日基発 1224号第 2）。 

(2) 産業用ロボットによる労働災害を見てみると、産業用ロボットの作動における異常、 

 関連機器との連動に不都合が生じたりした場合に、労働者が産業用ロボットの可動範囲 

内－記憶装置に基づきマニプレータその他の産業用ロボットの動くことのできる最大の

範囲内－に立ち入って、応急措置を講じているときに産業用ロボットが突然に正常に再

作動して、マニプレータ等にはさまれるという災害(前述の「ウラダケース」はこの場合

の事例である。）が多いことから、機械の一般基準に規定のある安衛則第 107条(掃除等

の場合の運転停止等)と産業用ロボットの規定である第 150条の 5は、ともに掃除、給油、

検査、修理又は調整の作業を行うときは、運転を停止しなければならないとしているの

で、一般規定である前者(第 107条)の規定の適用は排除され、特別規定である後者(第 150

条の 5)の規定が適用される。   

なお、作業の現場において、機械一般に係る安衛則 107 条違反の事案は多く見られる

ところであり、機械の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行うときに運転を停止

（同条第 1 項）せずに災害が発生した場合及び運転は停止したものの、そのまま掃除等

の作業を行い第三者が機械を動かすことを防止する措置(同条第 2 項)を怠ったことによ

り災害が発生する場合が多く見られる。  

(3）改正条文の作成を行う過程においては、産業用ロボットは、「汎用性」を持つ機械で 

 あることから、対象となる産業用ロボットの用途、特に、産業用機械が工作機械であれ

ば、安衛則第 2 編第 1 章の「第２節 工作機械」(第 11３条から 121 条まで)、また、木

材加工用機械であれば、「第３節 木材加工用機械」(第１２２条から第１３０条まで)、

食品加工用機械であれば「第３節の２ 食品加工用機械」(第１３０条の２から１３０条

の９まで)に該当する場合もありうるが、産業用ロボットに特有な危険性があることから、

第 9節として独立して節を設けることが適切であるとされた。 

  

４４  産産業業用用ロロボボッットトににおおけけるるここれれかかららのの安安全全管管理理ににつついいてて  

産業用ロボットの運転中に、労働者がその可動範囲内に立ち入ることがあれば、接触に

よる労働災害が発生するおそれが生じることとなることから、次のように定められている。 
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「事業者は、産業用ロボットを運転する場合(教示等のために産業用ロボットを運転する

場合及び産業用ロボットの運転中に次条に規定する作業を行わなわなければならない場合

において産業用ロボットを運転するときを除く。)において、産業用ロボットに接触するこ

とにより労働者に危険が生じるおそれのあるときは、さく又は囲いを設ける等当該危険を

防止するために必要な措置を講じなければならない。」（安衛則第 150条の 4） 

なお、教示等－産業用ロボットについて行うマニプレータの動作の順序、位置若しくは

速度の設定、変更若しくは確認－のため産業用ロボットを運転する場合及び産業用ロボッ

トの運転中に検査等の業務を行わなければならない場合を除いているのは、作業の性質上、

産業用ロボットを運転しながらその可動範囲内においてこれらの作業を行わなければなら

ない場合があり、その場合には第 150 条の 3(教示等の規定)及び第 150 条の 5(検査等の規

定)により必要な措置を講ずべきこととされているからである。 

 

（１）立入禁止の措置－さく又は囲いの設置 

産業用ロボットは、可動範囲内、すなわちマニプレータその他の産業用ロボットの各

部の動くことができる最大可動範囲内に労働者が立ち入るとすれば、接触による危険が

生じることとなるので、事業者に、「さく又は囲い」を設けることによる具体的な立入

禁止措置を義務づけている。 

（２）さく又は囲いの設置「等」 

「さく又は囲い」という立入禁止措置に限定せず、「産業用ロボットに接触すること

により労働者に危険が生じるおそれ」のない場合になるものとして、通達(昭和 58．6．

28基発 339)(表表３３）により以下のように具体化されている。なお、安衛法令においては、

本条のほかにも「労働者に危険が生じるおそれがあるとき(ないとき)」、「労働者に危

険を及ぼすおそれのあるとき(ないとき)」あるいは「労働者に危険を及ぼすおそれのあ

る箇所」といった規定を置き、その具体的内容を省令の条文自らのほか、通達等で明ら

かにしているものが数多く存在する。 

表表２２  

産業用ロボットの「運転中」で、「接触することにより労働者に危険が生じるおそれが

あるとき」  

                ↓↓    

「危険を防止するため必要な措置」（安衛則１５０条の４←安衛法第 20条第 1号） 

＝「接触防止措置(さく、囲いの設置等）」を講じること 
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（３）機械の包括的な安全基準に関する指針(平成 19年７月 31日基発第 0731001 号) 

 安衛法は、「機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料

を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物

の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発

生の防止に資するよう努めなければならない。」（第 3 条第 2 項）と定めている。この条

文の趣旨は、労働災害を防止するには、機械、設備等を使用する事業者が労働災害防止の

ための措置(同法第 20条以下)を講ずることが必要であるが、それのみでは十分な措置を講

じることが難しい場合があることから、努力規定ではあるが、事業者が機械、設備等を使

用する前の段階において、設計者、製造者等に労働災害を防止するための措置を講じるこ

とを要求しているものである。 

ロボットを含む機械については、設計・製造段階において安全対策を講じることにより、

危険性を低減させることができ、また、機械の検査、保守点検、掃除、給油やトラブル時

の修理、調整等のいわゆる非定常作業時に災害が多く発生してことに鑑みると、機械メー

カー、ユーザー双方が、製造段階及び使用段階において機械の本質安全化を進めることが

重要である。そうしたことから、ロボットを含むすべての機械に適用できる包括的な安全

対策に関する基準として「機械の包括的な安全基準に関する指針」が平成 13年６月に公表

され、その後、安衛法の改正により危険性又は有害性の調査(リスクアセスメント)及びそ

の結果に基づく措置の実施(同法第 28条の２)、また、国際的な機械安全規格の動向などを

踏まえて、同指針は、平成 19年 7月に全面的に改正された。この指針に基づく機械の安全

化の手順を表表 44に示す。  

表表３３  

①光線式安全装置、超音波センサー等を利用した安全装置、安全マット等 

②「ロープ、鎖等の設置」＋「運転中立入禁止」の表示＋「労働者への周知徹底」 

 ③監視人の配置による立入禁止措置 

 ④監視装置(モニターTV)の設置 ＋ 接近時運転停止措置等 
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表表 44  

＜＜機機械械のの設設計計・・製製造造等等をを行行うう者者＞＞  

  ① リスクアセスメントの実施 

   機械の危険性・有害性の特定 → リスクの見積り 

        ↓↓  

  ② リスクの低減－保護方策の実施 

     本質安全設計方策の実施 

安全防護・付加防護方策の実施  

        ↓↓  

  ③ 残留リスクの検討   

            ↓↓  使使用用上上のの情情報報のの提提供供  

＜＜機機械械をを使使用用すするる事事業業者者＞＞  

  ① 「使用上の情報」の活用によるリスクアセスメントの実施 

        ↓↓  

② リスクの低減－保護方策の実施 

     本質安全設計方策のうち可能なものの実施 

安全防護・付加防護方策の実施 

作業手順の整備、労働者教育の実施、個人用保護具の使用等  

        ↓↓  

③ 残留リスクの検討  

        ↓↓  

④ 作業手順の整備、労働者教育の実施、個人用保護具の使用   

 

                 ⇓ 
            機械の安全な使用 

 

（４）人とロボットの「協働作業」   

技術の進歩に伴って、前記３(１)の通達改正(平成 25 年 12 月 24 日基発第 1224 第２号)

により、人と産業用ロボットのいわゆる「協働作業」が可能となる基準が示され、産業用

ロボットの設計に当たっての安全要求事項を規定する国内外の安全規格も整備されてきて
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いる。その概要は、表表５５のとおりである。  

 

表表５５  

１ リスクアセスメントに基づく措置を講じた場合、すなわち「危険性又は有害性等の調

査等に関する指針」(平 18・3・10 指針公示１号)に基づく措置を実施し、労働者に危険

の生ずるおそれがなくなったと評価できるとき。 

なお、産業用ロボットによるはさまれ等の危険性による「負傷の重篤度」及び「発生

の可能性」の度合いの見積りに当たっては、特に次の事項に留意すること。 

ⅰ）マニプレータ等の力及び運動エネルギー 

国際標準化機構(ISO)の産業用ロボットの規格の技術仕様書(TS15066)において、 

人に危害を加えないと判断される数値 

ⅱ）マニプレータ等と周辺構造物に拘束される可能性 

   ア マニプレータ等と周辺構造物との間隔(最接近距離)を 500ｍｍ以上 

イ マニプレータ等と周辺構造物との間に拘束された場合、駆動用動力なしで人力に 

より解放できる場合 等 

  ⅲ）マニプレータ等の形状や作業の状況 

突起のあるマニプレータ等が眼などに激突するおそれがある場合、マニプレータ等 

の一部が鋭利である場合、関節のあるマニプレータ間に挟まれる可能性のある場合等 

２ ISO規格に定める措置を実施した場合 

ISOによる産業用ロボットの規格(ISO10218‐1:2011及び ISO10218‐2:2011)によりそ

れぞれ設計、製造及び設置された産業用ロボットを、その使用条件に基づき適切に使用

すること。 

 

（5）機能安全の導入等     

 機械は、人に危害を及ぼす危険そのものを除去あるいは低減することが重要であるが、

機械自体を安全なものとして設計・製造することが困難な場合に、近年の制御機能の高度

化・複雑化によって安全のために主として付加的に導入されたコンピュータ等の電子機器

を含んだ装置が正しく働くことによって、人と産業用ロボットが作業空間において協働す

ることが可能となる安全(機能安全)の方法が指針として示されている(機能安全による機

械等に係る安全確保に関する技術上の指針(平成 28年厚生労働省告示第 353号)。 

また、産業用ロボット本体以外のロボットハンド(マニプレータ(腕)の先の手の部分)の

制御や産業用ロボットの周辺機器設備といった産業用ロボットシステムに対する機能安全

制御がメーカー以外のシステム統合者(インテグレーダ)に求められ、産業用ロボットにお

けるリスクアセスメントは、ロボット本体の仕様等だけではなく、産業用ロボットの周辺

機器設備やエンドエフェクタ(ロボットハンド)を含めたロボットシステムとしての仕様確

認が重要となる。 
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おおわわりりにに  

産業用ロボットは、その機能の汎用性・多様性から、今後も生産工程において、「人と

の協働」という新しい形態をも含めた業務の効率化・品質の良質化が図られることが期待

される。  

しかしながら、従来では有効な対策が講じにくかった危険有害因子からのばく露の場面

において、「人の代わり」としてその除去・低減を図る役割を担う産業用ロボットにより、

人が労働災害を被ってはならないということを、設計・製造→据え付け・配置→使用のそ

れぞれの段階においてあらためて銘記することが重要である。 
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図ー１

図

表がある場合は、これ以降に番号順に貼り付け（１段組） 
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厚生労働行政推進調査事業費補助金 
（政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）） 

分担研究報告書 

労働安全衛生法・労働安全衛生規則の 

名宛人と保護対象の整理 

 
研究協力者 笹井 健司  労働基準監督官 

 
研究要旨 
本分担研究は、労働安全衛生法（以下、「安衛法」という。）及び労働安全衛生規則（以

下、「安衛則」という。）の名宛人と保護対象を整理し、安衛法の全体像を把握すること
を目的としている。調査の結果、安衛法では行政官庁等を名宛人とする規定が最も多く、
安衛則では事業者を名宛人とする規定が最も多いことが分かった。また、安衛則では保護
対象を明記しているのは全体の約 3 割にとどまり、とりわけ設備等の設置や機械等の性能
要件について定めた規定は、保護対象を明記している割合が特に少ないことが明らかにな
った。また、立入禁止に関して定めた規定では、労働者以外の者にも立入禁止措置を講ず
べきと解しうる規定が複数存在することが明らかになった。 
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Ａ．研究目的 
本研究事業全体の目的は、以下の 3点にあ

る。 
① 時代状況の変化に応じた法改正の方向

性を展望すること。 
② 安衛法を関係技術者以外（文系学部出身

の事務系社員等）に浸透させ、社会一般
への普及を図ること。 

③ 安衛法に関する学問体系、安衛法研究の
ための人と情報の交流のプラットフォ
ームを形成すること。 

そのため、条文の起源（立法趣旨、基礎と
なった災害例、前身）と運用（関係判例、適
用の実際）、主な関係令等（関係政省令、規
則、通達等）を、できる限り図式化して示す
と共に、現代的な課題や法解釈学的な論点に
関する検討結果を記した体系書を発刊する
こと。 
本分担研究の目的は、労働安全衛生法（以

下、「安衛法」という。）及び労働安全衛生
規則（以下、「安衛則」という。）の名宛人
と保護対象を整理し、安衛法の全体像把握す
ることにある。 
 
Ｂ．研究方法 
現行の安衛法及び安衛則の名宛人と保護

対象について調査し、それらの元となった旧
労基法や旧安衛則の名宛人や保護対象との
比較検討をした 1。そして、一般的な危害防
止基準を定めた安衛法第 20 条から第 25 条
までに基づく安衛則の規定の中から、７つの
類型に分類できる規定を集計し、その内容を
分析した。 
なお、本研究は令和 4 年 4 月 1 日現在に

施行されている法令の内容を基にしている。 
 

Ｃ．研究結果 
１ 安衛法の名宛人及び保護対象 
 安衛法は、207条、479項の条文からなる。 
（１）安衛法の名宛人 
安衛法上に明記のある名宛人を集計した。

その結果は次のとおりである。 
名宛人 条項数 

国、行政官庁、行政官 158 
事業者 101 
元方事業者 21 
検査機関 16 
労働者 13 
請負人 9 
医師、産業医 6 
注文者 6 
その他 75 
明記なし 82 

合計（重複あり） 487 
 以上のとおり、行政官庁、行政官等（厚労
大臣や労働局長、労働基準監督署長、労働基
準監督官等）を名宛人とする規定が最も多く
規定されており、安衛法全体の約 3分の１を
占めていた。 
 
（２）安衛法の保護対象 
安衛法で保護対象の明記がある規定を集

計し、それらの規定に明記された保護対象を
類型化した。その結果、安衛法では約 8割の
規定で保護対象の明記がないことが明らか
になった。詳細は、次表のとおりである。 

保護対象 条項数 
労働者 87 
関係請負人の労働者 8 
有害な業務に就いている者 1 
健康管理手帳を所持している者 1 
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中高齢者 1 
がんその他の重度の健康障害を
生ずるおそれのある業務で、政
令で定めるものに従事していた
者のうち、厚生労働省令で定め
る要件に該当する者 

1 

明記なし 381 
合計（重複あり） 480 

 
２ 現安衛法と旧労働基準法第 5章の比較 
 安衛法は昭和 47 年に旧労働基準法から分
離、独立する形で制定されたものである。 
 現安衛法の規定のうち、旧労基法の規定を
受け継いでいる条項は 31あった。 
その 31の規定の名宛人及び保護対象の有

無について調査した。 
名宛人や保護対象の明記があった旧労基

法の規定を受け継いだ現行規定では、全て名
宛人や保護対象の明記があった。逆に、旧労
基法時代から、名宛人や保護対象が明記され
ていなかった規定は、現安衛法でもそれらの
明記がなかった。 
よって、現行の安衛法は旧労基法の名宛人

や保護対象の明記の有無を踏襲しており、未
だ現安衛法は旧労基法の条文構造の影響が
残っていることが明らかになった。 
 
３ 安衛則の名宛人及び保護対象 
 安衛則は、1,109 条、1,659 項の条文から
なる。 
（１） 安衛則の名宛人 
 安衛則で明記のある名宛人を集計した。そ
の結果は次のとおりである。 

名宛人 条項数 
事業者等 1,047 
労働者等 160 

元方事業者等 34 
注文者、発注者等 29 
行政官庁、行政官等 28 
医師、産業医等 12 
請負人等 6 
その他 56 
明記なし 287 

合計 1,659 
 上記のとおり、安衛則では、事業者を名宛
人とする規定が最も多く、全体の約 3 分の２
を占めている。安衛法本法が行政官庁等を名
宛人とする規定が最も多かったことと比較
すると、安衛法と安衛則で大きな傾向の違い
があった。 
 
（２） 安衛則の保護対象 
 安衛則で保護対象の明記がある規定を集
計し、その条項数を保護対象別に分類した。 
その結果、安衛則で保護対象の明記のある

規定は全体の 3 割程度に留まっていること
が明らかになった。 

保護対象 条項数 
労働者 432 
請負人の労働者 25 
労働者及び関係請負人の労働者 14 
その他 17 
明記なし 1171 

合計 1659 
  
（３） 安衛法第 20条から第 25条に紐づく

安衛則の規定の保護対象 
 安衛則全体の約半数を占める安衛法第 20
条から第 25条に委任された安衛則の規定の
保護対象について調査した。 
安衛則では、法第何条第何項の委任を受け

た規定であるのかは、規定中からは明らかに
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されていない。そのため、その対応関係につ
いて記載されている『実務に役立つ労働安全
衛生規則の逐条詳解』2（労働省安全衛生部
編）及び『安衛法便覧』3を参考にして分析
をした。 
その調査の結果は以下のとおりである。 

  
・安衛法第 20 条 
保護対象 条項数 割合 
労働者 154  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

33% 

作業に従事する労働者 23 
運転者 13 
関係労働者 9 
関係労働者以外の労働者 3 
制御、測定等の作業を行う
労働者 

1 

当該作業に従事している
労働者以外の者 

1 

作業床上の労働者と作業
床以外の箇所で作業床を
操作する者 

1 

当該高所作業車の作業床
上の労働者 

1 

車両のとう乗者 1 
腐食性液体を圧送する作
業に従事する労働者 

1 

誘導者 1 
必要でない者 1 
作業に従事する労働者以
外の者 

1 

明記なし 419 67% 
合計 630 100% 

 
・安衛法第 21 条第 1 項 

保護対象 条項数 割合 

労働者 45  
 
 
 
 

 
 
70% 

作業に従事する労働者 19 
関係労働者 10 
関係労働者以外の労働者 6 
他の労働者 3 
関係労働者以外の者 1 
通行するための設備を使
用して通行する労働者 

1 

立木を伐倒しようとする
労働者 

1 

作業に関係のある労働者 1 
かかり木の処理の作業に
従事する労働者以外の労
働者 

1 

運転者 1 
明記なし 39 30% 

合計 128 100% 
 
・安衛法第 21 条第 2 項 

保護対象 条項数 割合 
労働者 31  

63% 関係労働者 5 
作業に従事する労働者 2 
関係労働者以外の労働者 1 
明記なし 23 37% 

合計 62 100% 
 
・安衛法第 22 条 

保護対象 条項数 割合 
労働者 9 41% 
業務に従事する労働者 3 
明記なし 17 59% 

合計 29 100% 
 
・安衛法第 23 条 
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保護対象 条項数 割合 
労働者 23 49% 
関係労働者 1 
明記なし 25 51% 

合計 49 100
% 

 
・安衛法第 25 条 

保護対象 条項数 割合 
労働者 ４ 100% 
関係者以外の者 ２ 
明記なし ０ ０% 

合計 ６ 100% 
 集計結果は以上のとおりである。 
 法第 21 条に基づく規定は、保護対象を明
記している割合が高い傾向にある一方、法第
20 条及び 22条に基づく規定では、保護対象
を明記している割合が低い傾向にあった。ま
た、法第 25 条に基づく規定には全て保護対
象の明記があった。 
 
（４） 安衛法第 20 条から第 25 条に紐づ
く安衛則の類型別の分析 

 安衛法第 20 条から第 25 条までに基づく
安衛則の規定を類型化し、各類型に係る規定
の保護対象等について詳細に分析を行った。     
その結果は以下のとおりである。 

① 機械、設備等の点検、補修に関する規     
定 

機械、設備の点検や補修に関する規定につ
いて集計し、その保護対象の明記の有無につ
いて分析した。その結果は次のとおりである。 

保護対象 条項数 
明記なし 66 

合計 66 
 以上のとおり、機械等の点検や補修に関

する規定は 66（いずれも安衛法第 20 条に
基づく規定）あったが、すべての条項にお
いて、保護対象の明記がなかった。 
  
② 機械、設備等の仕様要件について定め
た規定 

  機械、設備等の構造や強度などハード的な
仕様要件を定めた規定を集計し、保護対象の
明記の有無を分析した。その結果は次のとお
りである。 

保護対象 条項数 
労働者 7 
運転者 ２ 
明記なし 131 

合計 140 
以上のとおり、機械、設備等ハード的な

仕様要件を定めた規定は 140 あったが、大
半の規定で、保護対象の明記がなかった。 

 
③ 周知に関する規定 
作業方法や作業手順、危険箇所等の周知に

関する規定の周知の対象について分析した。
その結果は次のとおりである。 

周知の対象 条項数 
関係労働者 27 
労働者 10 
作業に関係がある労働者 3 
作業に関係がある労働者 1 
明記なし 0 

合計 41 
 周知に関する規定は、すべて周知対象を労
働者としていた。なお、このうち、29 は作業
方法や作業計画の周知を定めた規定で、12 は
避難用設備や非常用設備に係る周知に関する
規定である。 
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④ 立ち入り禁止に関する規定 
危険箇所等への立ち入りを禁止に関して

定めた規定の立ち入り禁止の対象となる者
について分析した。その結果は次のとおりで
ある。 

立ち入り禁止対象者 条項数 
労働者 23 
関係労働者以外の労働者 22 
関係者以外の者 3 
係員のほか 2 
運転者以外の労働者 1 
かかり木の処理の作業に従事す
る労働者以外の労働者 

1 

必要でない者 1 
他の労働者 1 
明記なし 0 

合計 54 
以上のとおり、危険箇所等への立ち入り

を禁止する規定は 54 あった。 
立入禁止対象者には、「関係者以外の者」

「係員のほか」「必要でない者」と労働者
以外の者にも立入禁止措置を講ずるべきと
解しうる規定が存在した。なお、これらの
規定はいずれも、ガスなどによる爆発のお
それのある箇所への立入を禁止する規定で
あった。 

 
⑤ 特定行為の禁止に関する規定 
喫煙等特定行為の禁止について定めた規

定は５つあったが、禁止対象者を明記した
規定は１つのみで、残りの４つの規定は禁
止の対象者に関する明記はなかった。 

禁止対象 条項数 
労働者 1 
明記なし 4 

合計 ７ 

 
⑥ 退避に関する規定 
 退避に関する規定は、以下のとおり８あり、
いずれも労働者を退避の対象としていた。 

退避させる対象 条項数 
労働者 7 
点火作業に従事する労働者以外の
労働者 

1 

合計 8 
 
⑦ 保護具の着用、備付に関する規定 
保護具の着用、保護具の備付に関する規定

について集計した。 
保護具の着用について定めた規定の着用

をさせるべき対象者を集計したところ、その
結果は次のとおりとなった。 

保護具を着用させる対象者 条項数 
作業に従事する労働者 22 
労働者 7 
高所作業車の作業床上の労働者 1 
腐食性液体を圧送する作業に従
事する労働者 

1 

明記なし 0 
合計 31 

 以上のとおり、保護具の着用に関する規定
は 31 あり、そのすべてが保護具を着用させ
るべき対象を労働者としていた。 
 また、保護具の備付に関する規定の保護対
象を集計したところ、その結果は次のとおり
となった。 

保護対象 条項数 
労働者 6 
明記なし 1 

合計 ７ 
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（４）現安衛則と旧安衛則の名宛人及び保護
対象の比較 

 現行の安衛則と昭和 22 年労基法制定時の
同法第 5章に基づく旧労働安全衛生規則（以
下、「旧安衛則」という。）との名宛人や保
護対象に関する対応関係について整理した。    
その結果、現安衛則の規定のうち、旧安衛

則時代の条文を受け継いでいる規定は 320
あった。 
その 320 の条項のうち、名宛人を明記し

ている規定数は、旧安衛則では 83 であった
が、現安衛則では 303 と大幅に増加してい
た。 
また、保護対象を明記した規定は、同じく

320 のうち、旧安衛則では 51 であったが、
現安衛則では 123 と増加していた。 
このことから、旧安衛則から現安衛則に移

行する過程で、旧安衛則では不明確だった名
宛人と保護対象が、現行安衛則では条文上に
明記され、名宛人や保護対象の明確化は図ら
れていることが明らかになった。 
 
D．考察及びＥ．結論 
 従来、安衛法の保護対象は、法第 2 条第２
号に定める「労働者」に限定されるものと考
えられてきた。しかし、令和 3 年 5月 17 日
の建設アスベスト訴訟判決において、同法の
保護対象は労働者に限られないという判断
がなされ、同判決以後、安衛法は保護対象の
射程の見直しを迫られている。 
 本研究からも、現行安衛則において、「関
係者以外の者」など労働者以外の者に対して
も措置を講ずるよう定めていると思われる
規定が存在することが明らかになった。 
また、現行の安衛則では、全体の約７割の

規定で保護対象を明記しておらず、建設アス

ベスト訴訟判決の結果を考慮すると、安衛則
の大部分の規定で、保護対象が労働者限定な
のか労働者以外も含んでいるのか不明確な
状況であるともいえる。 
今後、法令改正を行うにあたっては、現行

法で保護対象の明記がある規定はその保護
対象の範囲は適切なのか、保護対象の明記が
ない規定についてはその保護対象の射程が
どこまで及ぶのか詳細に検討する必要があ
るだろう。 

 
Ｆ．研究発表 
1. 論文発表 
無 

2. 学会発表 
 無 
Ｇ．知的所有権の取得状況 
1. 特許取得 
 無 
2. 実用新案登録 
 無 
3. その他 
 無 
Ｈ．引用文献 
文末脚註のとおり。 
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2 労働省労働基準局安全衛生部編『実務に役立つ労働安全衛生規則の逐条詳解」（中央労働
災害防止協会、1993 年（平成 5 年）） 
3 労働調査会出版局「安衛法便覧 令和３年度版（Ⅰ）」（労働調査会、2021 年（令和 3
年）） 
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い
て

は
、
衛
生
に
係
る
技
術

的
事
項
を
管
理
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

明
記
な
し

労
働
者

第
53
条

第
1項

安
全
管
理
者
及
び
衞
生
管
理
者
を
選
任

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

第
12
条

第
2項

前
条
第
二
項
の
規
定

は
、
衛
生
管
理
者
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

労
働
基
準
監
督
署
長

明
記
な
し

労
働
者

第
53
条

第
3項

使
用
者
に
対
し
て
、
安
全
管
理
者
及
び

衞
生
管
理
者
の
增
員
又
は
解
任
を
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
。

行
政
官
廳

明
記
な
し

第
12
条
の
2

安
全
衛
生
推
進
者
等
を

選
任
し
、
そ
の
者
に
第

十
条
第
一
項
各
号
の
業

務
を
担
当
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

労
働
者

－2824－



現
安
衛
法

項
規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た
保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実
質
的

な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

旧
労
基
法

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実

質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

第
13
条

第
1項

医
師
の
う
ち
か
ら
産
業

医
を
選
任
し
、
そ
の
者

に
労
働
者
の
健
康
管
理

そ
の
他
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
事
項
を
行

わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

第
13
条

第
2項

労
働
者
の
健
康
管
理
等

を
行
う
の
に
必
要
な
医

学
に
関
す
る
知
識
に
つ

い
て
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
要
件
を
備
え
た

者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

産
業
医

労
働
者

第
13
条

第
3項

労
働
者
の
健
康
管
理
等

を
行
う
の
に
必
要
な
医

学
に
関
す
る
知
識
に
基

づ
い
て
、
誠
実
に
そ
の

職
務
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

産
業
医

労
働
者

第
13
条

第
4項

産
業
医
に
対
し
、
労
働

者
の
労
働
時
間
に
関
す

る
情
報
そ
の
他
の
産
業

医
が
労
働
者
の
健
康
管

理
等
を
適
切
に
行
う
た

め
に
必
要
な
情
報
と
し

て
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
も
の
を
提
供
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

産
業
医
を
選
任
し
た
事
業
者

労
働
者

第
13
条

第
5項

・
産
業
医
は
、
労
働
者

の
健
康
を
確
保
す
る
た

め
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
事
業
者
に

対
し
、
労
働
者
の
健
康

管
理
等
に
つ
い
て
必
要

な
勧
告
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
。

事
業
者
は
、
当
該
勧
告

を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
。

産
業
医

事
業
者

労
働
者

第
13
条

第
6項

当
該
勧
告
の
内
容
そ
の

他
事
項
を
衛
生
委
員
会

又
は
安
全
衛
生
委
員
会

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な

ら
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

第
13
条
の
2

第
1項

前
条
第
一
項
の
事
業
場

以
外
の
事
業
場
に
つ
い

て
は
、
労
働
者
の
健
康

管
理
等
を
行
う
の
に
必

要
な
医
学
に
関
す
る
知

識
を
有
す
る
医
師
そ
の

他
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
者
に
労
働
者
の
健

康
管
理
等
の
全
部
又
は

一
部
を
行
わ
せ
る
よ
う

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

－2825－



現
安
衛
法

項
規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た
保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実
質
的

な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

旧
労
基
法

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実

質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

第
13
条
の
2

第
2項

前
条
第
四
項
の
規
定

は
、
前
項
に
規
定
す
る

者
に
労
働
者
の
健
康
管

理
等
の
全
部
又
は
一
部

を
行
わ
せ
る
事
業
者
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同

条
第
四
項
中
「
提
供
し

な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の

は
、
「
提
供
す
る
よ
う

に
努
め
な
け
れ
ば
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

第
13
条
の
3

産
業
医
又
は
前
条
第
一

項
に
規
定
す
る
者
に
よ

る
労
働
者
の
健
康
管
理

等
の
適
切
な
実
施
を
図

る
た
め
、
産
業
医
又
は

同
項
に
規
定
す
る
者
が

労
働
者
か
ら
の
健
康
相

談
に
応
じ
、
適
切
に
対

応
す
る
た
め
に
必
要
な

体
制
の
整
備
そ
の
他
の

必
要
な
措
置
を
講
ず
る

よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

第
14
条

高
圧
室
内
作
業
そ
の
他

の
労
働
災
害
を
防
止
す

る
た
め
の
管
理
を
必
要

と
す
る
作
業
に
つ
い
て

は
、
都
道
府
県
労
働
局

長
の
免
許
を
受
け
た
者

等
の
う
ち
か
ら
、
当
該

作
業
の
区
分
に
応
じ

て
、
作
業
主
任
者
を
選

任
し
、
そ
の
者
に
当
該

作
業
に
従
事
す
る
労
働

者
の
指
揮
そ
の
他
の
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る

事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

第
10
条

危
害
防
止
の
事
項
を
担
当
さ
せ
る
た

め
、
左
の
各
号
に
從
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
係
員
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

使
用
者

明
記
な
し

第
15
条

第
1項

統
括
安
全
衛
生
責
任
者

の
選
任
、
統
括
管
理
さ

せ
る
こ
と

特
定
元
方
事
業
者

労
働
者

第
15
条

第
2項

統
括
安
全
衛
生
責
任
者

は
そ
の
事
業
を
統
括
す

る
者
を
充
て
る
こ
と

明
記
な
し

特
定
元
方
事
業
者

統
括
安
全
衛
生
責
任
者

明
記
な
し

労
働
者

第
15
条

第
3項

選
任
さ
れ
た
統
括
安
全

衛
生
責
任
者
に
、
統
括

管
理
さ
せ
る
こ
と

第
三
十
条
第
四
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
す
べ
て
の
労
働
者

の
数
が
政
令
で
定
め
る
数
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
指
名
さ
れ

た
事
業
者

明
記
な
し

労
働
者

第
15
条

第
4項

統
括
管
理
さ
せ
る
こ
と

統
括
安
全
衛
生
責
任
者
を
選
任
し
た
事
業
者

明
記
な
し

労
働
者

第
15
条

第
5項

「
総
括
安
全
衛
生
管
理

者
」
を
「
統
括
安
全
衛

生
責
任
者
」
に
読
み
替

え
る
規
定

当
該
統
括
安
全
衛
生
責
任
者
を
選
任
し
た
事
業
者

明
記
な
し

労
働
者

第
15
条
の
2

第
1項

元
方
安
全
衛
生
管
理
者

を
選
任
、
技
術
的
事
項

を
管
理
さ
せ
る
。

統
括
安
全
衛
生
責
任
者
を
選
任
し
た
事
業
者
で
、
政
令
で
定
め
る

事
業
を
行
う
も
の

明
記
な
し

労
働
者

第
15
条
の
2

第
2項

「
事
業
者
」
を
「
当
該

元
方
安
全
衛
生
管
理
者

を
選
任
し
た
事
業
者
」

に
読
み
替
え
る
規
定

当
該
元
方
安
全
衛
生
管
理
者
を
選
任
し
た
事
業
者

明
記
な
し

労
働
者

－2826－



現
安
衛
法

項
規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た
保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実
質
的

な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

旧
労
基
法

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実

質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

第
15
条
の
3

第
1項

店
社
安
全
衛
生
管
理
者

を
選
任
、
省
令
で
定
め

る
事
項
を
行
わ
せ
る
。

建
設
業
に
属
す
る
事
業
の
元
方
事
業
者

労
働
者

労
働
者

第
15
条
の
3

第
2項

労
基
署
長
に
よ
り
店
社

安
全
衛
生
管
理
者
指
名

さ
れ
た
と
き
、
省
令
で

定
め
る
事
項
を
行
わ
せ

る
。

指
名
さ
れ
た
事
業
者
で
建
設
業
に
属
す
る
事
業
の
仕
事
を
行
う
も

の
明
記
な
し

労
働
者

第
16
条

第
1項

安
全
衛
生
責
任
者
を
選

任
、
連
絡
そ
の
他
省
令

で
定
め
る
事
項
を
行
わ

せ
る
。

統
括
安
全
衛
生
責
任
者
を
選
任
す
べ
き
事
業
者
以
外
の
請
負
人

で
、
当
該
仕
事
を
自
ら
行
う
も
の

明
記
な
し

労
働
者

第
16
条

第
2項

事
業
者
に
対
し
て
選
任

し
た
旨
を
通
報
す
る
こ

と
。

安
全
衛
生
責
任
者
を
選
任
し
た
請
負
人

明
記
な
し

労
働
者

第
17
条

第
1項

規
模
の
事
業
場
ご
と

に
、
一
定
の
事
項
を
調

査
審
議
さ
せ
、
事
業
者

に
対
し
意
見
を
述
べ
さ

せ
る
た
め
、
安
全
委
員

会
を
設
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

労
働
者

第
８
条

第
１
項

安
全
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
関
係

労
働
者
の
意
見
を
聽
く
た
め
、
適
当
な

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

労
働
者

第
17
条

第
2項

安
全
委
員
会
の
構
成

明
記
な
し

事
業
者

安
全
委
員
会
の
委
員

明
記
な
し

労
働
者

第
８
条

安
全
に
関
す
る
委
員
会
を
設
け
た
場
合

に
は
、
労
働
者
の
選
ん
だ
委
員
を
参
加

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

労
働
者

第
17
条

第
3項

安
全
委
員
会
の
議
長
は

17
条
2項

1号
の
も
の

が
な
る

明
記
な
し

労
働
者

第
17
条

第
4項

委
員
の
半
数
は
過
半
数

代
表
者
に
よ
る
推
薦
に

基
づ
き
指
名
す
る
こ

と
。

事
業
者

労
働
者

第
17
条

第
5項

17
条
4項

の
規
定
は
過

半
数
労
組
等
と
労
働
協

約
に
定
め
が
あ
れ
ば
適

用
し
な
い
。

明
記
な
し

事
業
者

労
働
者

第
18
条

第
1項

衛
生
委
員
会
を
設
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い

事
業
者

労
働
者

第
２
０
条

第
１
項

衞
生
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
関
係

労
働
者
の
意
見
を
聽
く
た
め
に
、
適
当

な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

第
18
条

第
2項

衛
生
委
員
会
の
構
成

明
記
な
し

事
業
者

明
記
な
し

労
働
者

第
２
０
条

第
２
項

衞
生
に
関
す
る
委
員
会
を
設
け
た
場
合

に
は
、
労
働
者
の
選
ん
だ
委
員
を
参
加

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

第
18
条

第
3項

作
業
環
境
測
定
士
を
委

員
に
指
名
で
き
る

事
業
者

明
記
な
し

労
働
者

第
18
条

第
4項

17
条
3～

5項
を
衛
生

委
員
会
に
準
用
。

事
業
者

明
記
な
し

労
働
者

第
19
条

第
1項

安
全
委
員
会
及
び
衛
生

委
員
会
に
代
え
て
安
全

衛
生
委
員
会
を
設
置
で

き
る

事
業
者

明
記
な
し

労
働
者

第
19
条

第
2項

安
全
衛
生
委
員
会
の
構

成
明
記
な
し

事
業
者

明
記
な
し

労
働
者

第
19
条

第
3項

作
業
環
境
測
定
士
を
委

員
に
指
名
で
き
る

事
業
者

明
記
な
し

労
働
者

第
19
条

第
4項

読
み
替
え
規
定

事
業
者

明
記
な
し

労
働
者

－2827－



現
安
衛
法

項
規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た
保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実
質
的

な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

旧
労
基
法

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実

質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

第
19
条
の
2

第
1項

事
業
場
に
お
け
る
安
全

衛
生
の
水
準
の
向
上
を

図
る
た
め
、
安
全
管
理

者
、
衛
生
管
理
者
、
安

全
衛
生
推
進
者
、
衛
生

推
進
者
そ
の
他
労
働
災

害
の
防
止
の
た
め
の
業

務
に
従
事
す
る
者
に
対

し
、
こ
れ
ら
の
者
が
従

事
す
る
業
務
に
関
す
る

能
力
の
向
上
を
図
る
た

め
の
教
育
、
講
習
等
を

行
い
、
又
は
こ
れ
ら
を

受
け
る
機
会
を
与
え
る

よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

労
働
者

第
19
条
の
2

安
全
管
理
者
等
の
教
育

講
習
の
有
効
な
実
施
に

必
要
な
指
針
を
公
表
す

る
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣

第
19
条
の
2

指
針
に
従
い
、
事
業
者

又
は
そ
の
団
体
に
対

し
、
必
要
な
指
導
等
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

労
働
者

第
19
条
の
3

事
業
場
の
労
働
者
の
健

康
の
確
保
に
資
す
る
た

め
、
労
働
者
の
健
康
管

理
等
に
関
す
る
相
談
、

情
報
の
提
供
そ
の
他
の

必
要
な
援
助
を
行
う
よ

う
に
努
め
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

国
労
働
者

第
20
条

危
険
を
防
止
す
る
た
め

必
要
な
措
置
を
講
じ
る

こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

第
42
条

機
械
、
器
具
そ
の
他
の
設
備
、
原
料
若

し
く
は
材
料
又
は
ガ
ス
、
蒸
氣
、
粉
じ

ん
等
に
よ
る
危
害
を
防
止
す
る
た
め

に
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

第
21
条

第
1項

掘
削
、
採
石
、
荷
役
、

伐
木
等
の
業
務
に
お
け

る
作
業
方
法
か
ら
生
ず

る
危
険
を
防
止
す
る
た

め
必
要
な
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

明
記
な
し

第
42
条

機
械
、
器
具
そ
の
他
の
設
備
、
原
料
若

し
く
は
材
料
又
は
ガ
ス
、
蒸
氣
、
粉
じ

ん
等
に
よ
る
危
害
を
防
止
す
る
た
め

に
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

第
21
条

第
2項

労
働
者
が
墜
落
す
る
お

そ
れ
の
あ
る
場
所
、
土

砂
等
が
崩
壊
す
る
お
そ

れ
の
あ
る
場
所
等
に
係

る
危
険
を
防
止
す
る
た

め
必
要
な
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

墜
落
＝
労
働
者

土
砂
崩
壊
＝
明
記
な
し

第
22
条

健
康
障
害
を
防
止
す
る

た
め
に
必
要
な
措
置
を

講
じ
る
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

第
42
条

機
械
、
器
具
そ
の
他
の
設
備
、
原
料
若

し
く
は
材
料
又
は
ガ
ス
、
蒸
氣
、
粉
じ

ん
等
に
よ
る
危
害
を
防
止
す
る
た
め

に
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

第
23
条

労
働
者
の
健
康
、
風

紀
、
及
び
生
命
の
保
持

の
た
め
に
必
要
な
措
置

を
講
じ
る
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

第
43
条

労
働
者
を
就
業
さ
せ
る
建
設
物
及
び
そ

の
附
属
建
設
物
に
つ
い
て
、
換
氣
、
採

光
、
照
明
、
保
溫
、
防
濕
、
休
養
、
避

難
及
び
淸
潔
に
必
要
な
措
置
そ
の
他
労

働
者
の
健
康
、
風
紀
及
び
生
命
の
保
持

に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

第
24
条

労
働
者
の
作
業
行
動
か

ら
生
ず
る
労
働
災
害
を

防
止
す
る
た
め
必
要
な

措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

労
働
者
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現
安
衛
法

項
規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た
保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実
質
的

な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

旧
労
基
法

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実

質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

第
25
条

急
迫
し
た
危
険
が
あ
る

と
き
、
労
働
者
を
退
避

さ
せ
る
等
必
要
な
措
置

を
講
じ
る
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

第
25
条
の
2

第
1項

爆
発
、
火
災
等
が
生
じ

た
こ
と
に
伴
い
労
働
者

の
救
護
に
関
す
る
措
置

が
と
ら
れ
る
場
合
に
お

け
る
労
働
災
害
の
発
生

を
防
止
す
る
た
め
、
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
。

建
設
業
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
業
種
に
属
す
る
事
業
の
仕
事
で
、

政
令
で
定
め
る
も
の
を
行
う
事
業
者

労
働
者

第
25
条
の
2

第
2項

省
令
で
定
め
る
資
格
を

有
す
る
者
か
ら
技
術
的

事
項
を
管
理
さ
せ
る
こ

と
。

建
設
業
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
業
種
に
属
す
る
事
業
の
仕
事
で
、

政
令
で
定
め
る
も
の
を
行
う
事
業
者

明
記
な
し

労
働
者

第
26
条

事
業
者
が
第
二
十
条
か

ら
第
二
十
五
条
ま
で
及

び
前
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
講
ず
る
措
置

に
応
じ
て
、
必
要
な
事

項
を
守
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

第
44
条

危
害
防
止
の
た
め
に
必
要
な
事
項
を
遵

守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

明
記
な
し

第
27
条

第
1項

労
働
者
が
守
ら
な
け
れ

ば
い
け
な
い
事
項
は
省

令
で
定
め
る
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
27
条

第
2項

省
令
を
定
め
る
に
当

た
っ
て
は
、
公
害
等
労

災
と
密
接
に
関
連
す
る

も
の
の
防
止
に
関
す
る

法
令
の
趣
旨
に
反
し
な

い
よ
う
配
慮
す
る
こ

と
。

明
記
な
し

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
45
条

命
令
委
任

明
記
な
し

行
政
府

明
記
な
し

第
28
条

第
1項

事
業
者
が
講
ず
べ
き
措

置
に
つ
い
て
技
術
的
指

針
を
公
表
す
る
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
28
条

第
2項

技
術
上
の
指
針
を
定
め

る
に
当
た
っ
て
、
中
高

年
齢
者
に
特
に
配
慮
す

る
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣

中
高
齢
者

第
28
条

第
3項

化
学
物
質
の
製
造
・
取

り
扱
い
業
者
労
働
者
の

健
康
障
害
を
防
止
す
る

た
め
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣

労
働
者

第
28
条

第
4項

指
針
に
関
し
て
必
要
が

あ
る
と
き
は
、
事
業
者

ま
た
は
そ
の
団
体
に
対

し
て
指
導
等
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣

労
働
者

第
28
条
の
2

第
1項

・
危
険
有
害
性
の
調
査

を
し
て
、
必
要
な
措
置

を
講
じ
る
こ
と

・
労
働
者
の
危
険
又
は

健
康
障
害
を
防
止
す
る

た
め
に
必
要
な
措
置
を

講
じ
る
よ
う
努
め
る
こ

と
。

事
業
者

・
危
険
有
害
調
査
＝
明

記
な
し

・
危
険
又
は
健
康
障
害

を
防
止
す
る
た
め
に
必

要
な
措
置
＝
労
働
者

第
28
条
の
2

第
2項

第
28
条
の
2の

措
置
に

関
し
て
有
効
な
実
施
を

図
る
た
め
指
針
を
公
表

す
る
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
28
条
の
2

第
3項

指
針
に
従
い
、
事
業
者

又
は
そ
の
団
体
に
対

し
、
必
要
な
指
導
、
援

助
等
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

－2829－



現
安
衛
法

項
規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た
保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実
質
的

な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

旧
労
基
法

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実

質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

第
29
条

第
1項

関
係
請
負
人
等
が
法
に

違
反
し
な
い
よ
う
必
要

な
指
導
を
行
う
こ
と
。

元
方
事
業
者

関
係
請
負
人
？

関
係
請
負
人
の
労
働
者

第
29
条

第
2項

関
係
請
負
人
又
は
関
係

請
負
人
の
労
働
者
が
、

当
該
仕
事
に
関
し
、
こ

の
法
律
又
は
こ
れ
に
基

づ
く
命
令
の
規
定
に
違

反
し
て
い
る
と
認
め
る

と
き
は
、
是
正
の
た
め

必
要
な
指
示
を
行
な
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

元
方
事
業
者

明
記
な
し

第
29
条

第
3項

元
方
事
業
者
に
よ
る
29

条
Ⅱ
の
指
示
を
従
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
29
条
第
2項

の
指
示
を
受
け
た
関
係
請
負
人
又
は
そ
の
労
働
者

明
記
な
し

第
29
条
の
2

土
砂
等
が
崩
壊
す
る
お

そ
れ
の
あ
る
場
所
、
機

械
等
が
転
倒
す
る
お
そ

れ
の
あ
る
場
所
そ
の
他

の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
場
所
に
お
い
て
関

係
請
負
人
の
労
働
者
が

当
該
事
業
の
仕
事
の
作

業
を
行
う
と
き
は
、
当

該
関
係
請
負
人
が
講
ず

べ
き
当
該
場
所
に
係
る

危
険
を
防
止
す
る
た
め

の
措
置
が
適
正
に
講
ぜ

ら
れ
る
よ
う
に
、
技
術

上
の
指
導
そ
の
他
の
必

要
な
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

建
設
業
に
属
す
る
事
業
の
元
方
事
業
者

関
係
請
負
人
の
労
働
者

第
30
条

第
1項

労
働
者
及
び
関
係
請
負

人
の
労
働
者
が
同
一
の

場
所
で
作
業
す
る
た
め

に
生
ず
る
災
害
を
防
止

す
る
た
め
に
必
要
な
措

置
を
講
じ
る
こ
と
。

特
定
元
方
事
業
者

特
定
元
方
事
業
者
の
労

働
者

関
係
請
負
人
の
労
働
者

第
30
条

第
1項

労
働
者
及
び
関
係
請
負

人
の
労
働
者
の
作
業
が

同
一
の
場
所
に
お
い
て

行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
つ

て
生
ず
る
労
働
災
害
を

防
止
す
る
た
め
、
次
の

事
項
に
関
す
る
必
要
な

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

特
定
元
方
事
業
者

労
働
者
、
関
係
請
負
人

の
労
働
者

第
30
条

第
2項

関
係
請
負
人
に
分
割
発

注
し
か
つ
発
注
者
自
身

は
自
ら
作
業
を
行
わ
な

い
場
合
、
請
負
人
の
う

ち
か
ら
1人

を
30
条
①

の
者
と
し
て
指
名
す
る

こ
と
。

・
特
定
事
業
の
仕
事
の
発
注
者
で
、
特
定
元
方
事
業
者
以
外
の
も

の ・
一
の
場
所
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
特
定
事
業
の
仕
事
の
全
部
を

請
け
負
つ
た
者
で
、
特
定
元
方
事
業
者
以
外
の
も
の
の
う
ち
、
当

該
仕
事
を
二
以
上
の
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
て
い
る
者

明
記
な
し

関
係
請
負
人
の
労
働
者

第
30
条

第
3項

30
条
②
の
指
名
が
な
さ

れ
な
い
と
き
は
労
基
署

長
が
指
名
す
る
こ
と
。

労
働
基
準
監
督
署
長

明
記
な
し

関
係
請
負
人
の
労
働
者

第
30
条

第
4項

指
名
さ
れ
た
事
業
者
は

30
条
①
の
措
置
を
講
じ

る
こ
と
。

30
条
に
お
い
て
指
名
さ
れ
た
事
業
者

明
記
な
し

関
係
請
負
人
の
労
働
者
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現
安
衛
法

項
規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た
保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実
質
的

な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

旧
労
基
法

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実

質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

第
30
条
の
2

第
1項

作
業
間
の
連
絡
及
び
調

整
を
行
う
こ
と

製
造
業
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
業
種
に
属
す
る
事
業
（
特
定
事
業

を
除
く
。
）
の
元
方
事
業
者

関
係
請
負
人
の
労
働
者

第
30
条
の
2

第
2項

準
用
規
定
（
30
条
②
）
製
造
業
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
業
種
に
属
す
る
事
業
（
特
定
事
業

を
除
く
。
）
の
元
方
事
業
者

明
記
な
し

関
係
請
負
人
の
労
働
者

第
30
条
の
2

第
3項

準
用
規
定
（
30
条
③
）
労
働
基
準
監
督
署
長

明
記
な
し

関
係
請
負
人
の
労
働
者

第
30
条
の
2

第
4項

準
用
規
定
（
30
条
④
）
30
条
の
2②

に
お
い
て
指
名
さ
れ
た
事
業
者

明
記
な
し

関
係
請
負
人
の
労
働
者

第
30
条
の
3

第
1項

第
25
条
の
2第

1項
の

措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

元
方
事
業
者

当
該
場
所
に
お
い
て
作

業
す
る
す
べ
て
の
労
働

者

第
30
条
の
3

第
2項

準
用
規
定
（
30
条
②
）
元
方
事
業
者

当
該
場
所
に
お
い
て
作

業
す
る
す
べ
て
の
労
働

者

第
30
条
の
3

第
3項

準
用
規
定
（
30
条
③
）
労
働
基
準
監
督
署
長

当
該
場
所
に
お
い
て
作

業
す
る
す
べ
て
の
労
働

者

第
30
条
の
3

第
4項

準
用
規
定
（
30
条
④
）
30
条
の
3③

に
お
い
て
指
名
さ
れ
た
事
業
者

当
該
場
所
に
お
い
て
作

業
す
る
す
べ
て
の
労
働

者

第
30
条
の
3

第
5項

第
25
条
の
2第

2項
は

適
用
し
な
い
。

元
方
事
業
者
及
び
指
名
さ
れ
た
事
業
者
以
外
の
事
業
者

当
該
場
所
に
お
い
て
作

業
す
る
す
べ
て
の
労
働

者

第
31
条

第
1項

建
設
物
等
を
、
当
該
仕

事
を
行
う
場
所
に
お
い

て
そ
の
請
負
人
の
労
働

者
に
使
用
さ
せ
る
と
き

は
、
当
該
建
設
物
等
に

つ
い
て
、
当
該
労
働
者

の
労
働
災
害
を
防
止
す

る
た
め
必
要
な
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

特
定
事
業
の
仕
事
を
自
ら
行
う
注
文
者

請
負
人
の
労
働
者

第
31
条

第
2項

31
条
①
を
適
用
し
な

い
。

後
次
の
請
負
契
約
の
当
事
者
で
あ
る
注
文
者

請
負
人
の
労
働
者

第
31
条
の
2

請
負
人
の
労
働
者
の
労

災
を
防
止
す
る
た
め
必

要
な
措
置
を
講
じ
る
こ

と
。

化
学
物
質
、
化
学
物
質
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
を
製
造

し
、
又
は
取
り
扱
う
設
備
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
改
造
そ
の
他

の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
作
業
に
係
る
仕
事
の
注
文
者

請
負
人
の
労
働
者

第
31
条
の
3

第
1項

当
該
場
所
に
お
い
て
当

該
仕
事
の
一
部
を
請
け

負
わ
せ
て
い
る
も
の

は
、
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
当
該
場
所
に
お
い

て
特
定
作
業
に
従
事
す

る
す
べ
て
の
労
働
者
の

労
働
災
害
を
防
止
す
る

た
め
必
要
な
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。

特
定
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
特
定
作
業
に
係
る
仕
事
を
自

ら
行
う
発
注
者
又
は
当
該
仕
事
の
全
部
を
請
け
負
つ
た
者

特
定
作
業
に
従
事
す
る

す
べ
て
の
労
働
者

第
31
条
の
3

第
2項

特
定
作
業
に
従
事
す
る

す
べ
て
の
労
働
者
の
労

働
災
害
を
防
止
す
る
た

め
必
要
な
配
慮
を
す
る

こ
と
。

特
定
作
業
に
係
る
仕
事
の
全
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
て
い
る

建
設
業
に
属
す
る
事
業
の
元
方
事
業
者
又
は
第
三
十
条
第
二
項
若

し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
事
業
者
で
建
設
業
に

属
す
る
事
業
を
行
う
も
の

特
定
作
業
に
従
事
す
る

す
べ
て
の
労
働
者
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実
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な
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対
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す
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項
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労
基
法

旧
安
衛
則

項
規
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内
容

名
宛
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名
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と
も
に
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実
質
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る
特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

第
31
条
の
4

仕
事
に
関
し
、
そ
の
指

示
に
従
つ
て
当
該
請
負

人
の
労
働
者
を
労
働
さ

せ
た
な
ら
ば
、
こ
の
法

律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く

命
令
の
規
定
に
違
反
す

る
こ
と
と
な
る
指
示
を

し
て
は
な
ら
な
い
こ

と
。

注
文
者

請
負
人
の
労
働
者

第
32
条

第
1項

規
定
に
よ
り
講
ぜ
ら
れ

る
措
置
に
応
じ
て
、
必

要
な
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

措
置
を
講
ず
べ
き
事
業
者
以
外
の
請
負
人
で
、
当
該
仕
事
を
自
ら

行
う
も
の

明
記
な
し

労
働
者
及
び
関
係
請
負

人
の
労
働
者

第
32
条

第
2項

規
定
に
よ
り
講
ぜ
ら
れ

る
措
置
に
応
じ
て
、
必

要
な
措
置
を
講
じ
る
こ

と
。

措
置
を
講
ず
べ
き
事
業
者
以
外
の
請
負
人
で
、
当
該
仕
事
を
自
ら

行
う
も
の

明
記
な
し

労
働
者
及
び
関
係
請
負

人
の
労
働
者

第
32
条

第
3項

規
定
に
よ
り
講
ぜ
ら
れ

る
措
置
に
応
じ
て
、
必

要
な
措
置
を
講
じ
る
こ

と
。

措
置
を
講
ず
べ
き
事
業
者
以
外
の
請
負
人
で
、
当
該
仕
事
を
自
ら

行
う
も
の

明
記
な
し

労
働
者
及
び
関
係
請
負

人
の
労
働
者

第
32
条

第
4項

規
定
に
よ
り
講
ぜ
ら
れ

る
措
置
に
応
じ
て
、
必

要
な
措
置
を
講
じ
る
こ

と
。

建
設
物
等
を
使
用
す
る
労
働
者
に
係
る
事
業
者
で
あ
る
請
負
人

明
記
な
し

労
働
者
及
び
関
係
請
負

人
の
労
働
者

第
32
条

第
5項

規
定
に
よ
り
講
ぜ
ら
れ

る
措
置
に
応
じ
て
、
必

要
な
措
置
を
講
じ
る
こ

と
。

第
三
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
仕
事
に
係
る
請
負
人

明
記
な
し

請
負
人
の
労
働
者

第
32
条

第
6項

規
定
に
よ
り
講
ぜ
ら
れ

る
措
置
に
応
じ
て
、
必

要
な
事
項
を
守
る
こ

と
。

労
働
者

明
記
な
し

第
32
条

第
7項

規
定
に
基
づ
く
措
置
の

実
施
を
確
保
す
る
た
め

に
指
示
に
従
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。

請
負
人
及
び
労
働
者

明
記
な
し

第
33
条

第
1項

機
械
等
に
よ
る
労
働
災

害
を
防
止
す
る
た
め
必

要
な
措
置
を
講
じ
る
こ

と
。

機
械
等
貸
与
者

明
記
な
し

第
33
条

第
2項

当
該
機
械
等
を
操
作
す

る
者
が
そ
の
使
用
す
る

労
働
者
で
な
い
と
き

は
、
当
該
機
械
等
の
操

作
に
よ
る
労
働
災
害
を

防
止
す
る
た
め
必
要
な

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

機
械
等
貸
与
者
か
ら
機
械
等
の
貸
与
を
受
け
た
者

明
記
な
し

オ
ペ
付
き
リ
ー
ス

の
オ
ペ
レ
ー
タ
ー

等

第
33
条

第
3項

機
械
等
の
貸
与
を
受
け

た
者
が
同
項
の
規
定
に

よ
り
講
ず
る
措
置
に
応

じ
て
、
必
要
な
事
項
を

守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

前
項
の
機
械
等
を
操
作
す
る
者

明
記
な
し

第
34
条

建
築
物
等
に
よ
る
労
働

災
害
を
防
止
す
る
た
め

必
要
な
措
置
を
講
じ
る

こ
と
。

建
築
物
貸
与
者

明
記
な
し

第
35
条

当
該
貨
物
に
重
量
を
表

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

一
の
貨
物
で
、
重
量
が
一
ト
ン
以
上
の
も
の
を
発
送
し
よ
う
と
す

る
者

明
記
な
し

第
36
条

厚
労
省
令
へ
の
委
任

明
記
な
し

第
37
条

第
1項

あ
ら
か
じ
め
都
道
府
県

労
働
局
長
の
許
可
を
得

る
こ
と

特
定
機
械
等
を
製
造
し
よ
う
と
す
る
者

明
記
な
し

第
46
条

第
2項

特
定
機
械
等
は
、
予
め
行
政
官
廳
の
認

可
を
受
け
な
け
れ
ば
、
製
造
し
、
変
更

し
、
又
は
設
置
し
て
は
な
ら
な
い
。

明
記
な
し

明
記
な
し

第
37
条

第
2項

大
臣
の
定
め
る
基
準
に

適
合
す
る
と
き
で
な
け

れ
ば
許
可
し
て
は
な
ら

な
い
こ
と
。

都
道
府
県
労
働
局
長

明
記
な
し

－2832－
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フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

第
38
条

第
1項

登
録
製
造
時
等
検
査
機

関
の
検
査
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

特
定
機
械
等
を
製
造
し
、
若
し
く
は
輸
入
し
た
者
、
特
定
機
械
等

で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
設
置
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
を
設

置
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
特
定
機
械
等
で
使
用
を
廃
止
し
た
も
の

を
再
び
設
置
し
、
若
し
く
は
使
用
し
よ
う
と
す
る
者

明
記
な
し

第
38
条

第
2項

輸
入
時
等
検
査
対
象
機

械
等
の
検
査
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

外
国
に
お
い
て
特
定
機
械
等
を
製
造
し
た
者

明
記
な
し

第
38
条

第
3項

労
働
基
準
監
督
署
長
の

検
査
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

特
定
機
械
等
（
移
動
式
の
も
の
を
除
く
。
）
を
設
置
し
た
者
、
特

定
機
械
等
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
部
分
に
変
更
を
加
え
た
者

又
は
特
定
機
械
等
で
使
用
を
休
止
し
た
も
の
を
再
び
使
用
し
よ
う

と
す
る
者

明
記
な
し

第
39
条

第
1項

検
査
証
を
交
付
す
る

都
道
府
県
労
働
局
長
又
は
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関

明
記
な
し

第
39
条

第
2項

検
査
証
を
交
付
す
る

労
働
基
準
監
督
署
長

明
記
な
し

第
39
条

第
3項

検
査
証
に
裏
書
を
行
う

労
働
基
準
監
督
署
長

明
記
な
し

第
40
条

第
1項

検
査
証
を
受
け
て
い
な

い
特
定
機
械
等
は
使
用

し
て
は
な
ら
な
い
こ

と
。

明
記
な
し

明
記
な
し

第
40
条

第
2項

検
査
証
と
と
も
に
す
る

の
で
な
け
れ
ば
、
譲
渡

し
、
又
は
貸
与
し
て
は

な
ら
な
い

明
記
な
し

明
記
な
し

第
41
条

第
1項

有
効
期
間
は
省
令
で
定

め
る
期
間
と
す
る
。

明
記
な
し

明
記
な
し

第
41
条

第
2項

登
録
性
能
検
査
機
関
が

行
う
性
能
検
査
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

検
査
証
の
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

明
記
な
し

第
47
条

第
1項

特
定
機
械
等
は
、
認
可
を
受
け
た
後
、

命
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
た
場
合

に
お
い
て
は
、
行
政
官
廳
の
行
う
性
能

檢
査
に
合
格
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
使

用
し
て
は
な
ら
な
い
。

明
記
な
し

明
記
さ
れ
て
い
な
い

第
42
条

特
定
機
械
等
以
外
の
機

械
等
で
、
別
表
第
二
に

掲
げ
る
も
の
そ
の
他
危

険
若
し
く
は
有
害
な
作

業
を
必
要
と
す
る
も

の
、
危
険
な
場
所
に
お

い
て
使
用
す
る
も
の
又

は
危
険
若
し
く
は
健
康

障
害
を
防
止
す
る
た
め

使
用
す
る
も
の
の
う

ち
、
政
令
で
定
め
る
も

の
は
、
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
規
格
又
は
安

全
装
置
を
具
備
し
な
け

れ
ば
、
譲
渡
し
、
貸
与

し
、
又
は
設
置
し
て
は

な
ら
な
い
こ
と
。

明
記
な
し

明
記
な
し

第
46
条

第
1項

危
險
な
作
業
を
必
要
と
す
る
機
械
及
び

器
具
は
、
必
要
な
規
格
又
は
安
全
裝
置

を
具
備
し
な
け
れ
ば
、
讓
渡
し
、
貸
與

し
、
又
は
設
置
し
て
は
な
ら
な
い
。

明
記
な
し

明
記
な
し
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象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

第
43
条

動
力
に
よ
り
駆
動
さ
れ

る
機
械
等
で
、
作
動
部

分
上
の
突
起
物
又
は
動

力
伝
導
部
分
若
し
く
は

調
速
部
分
に
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
防
護
の

た
め
の
措
置
が
施
さ
れ

て
い
な
い
も
の
は
、
譲

渡
し
、
貸
与
し
、
又
は

譲
渡
若
し
く
は
貸
与
の

目
的
で
展
示
し
て
は
な

ら
な
い

明
記
な
し

明
記
な
し

第
43
条
の
2

第
四
十
二
条
の
機
械
等

が
使
用
さ
れ
る
こ
と
に

よ
る
労
働
災
害
を
防
止

す
る
た
め
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
を
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
労
働
局
長

明
記
な
し

第
44
条

第
1項

登
録
個
別
検
定
機
関
が

個
々
に
行
う
当
該
機
械

等
に
つ
い
て
の
検
定
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

第
四
十
二
条
の
機
械
等
（
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
機
械
等
を
除

く
。
）
の
う
ち
、
別
表
第
三
に
掲
げ
る
機
械
等
で
政
令
で
定
め
る

も
の
を
製
造
し
、
又
は
輸
入
し
た
者

明
記
な
し

第
44
条

第
2項

自
ら
登
録
個
別
検
定
機

関
が
個
々
に
行
う
当
該

機
械
等
に
つ
い
て
の
検

定
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
。

外
国
製
造
者

明
記
な
し

第
44
条

第
3項

基
準
に
適
合
し
て
い
る

と
認
め
る
と
き
で
な
け

れ
ば
、
当
該
機
械
等
を

個
別
検
定
に
合
格
さ
せ

て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

登
録
個
別
検
定
機
関

明
記
な
し

第
44
条

第
4項

個
別
検
定
に
合
格
し
た

旨
の
表
示
を
付
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

個
別
検
定
を
受
け
た
者

明
記
な
し

第
44
条

第
5項

個
別
検
定
に
合
格
し
た

機
械
等
以
外
の
機
械
等

に
は
、
前
項
の
表
示
を

付
し
、
又
は
こ
れ
と
紛

ら
わ
し
い
表
示
を
付
し

て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

明
記
な
し

明
記
な
し

第
44
条

第
6項

第
一
項
の
機
械
等
で
、

第
四
項
の
表
示
が
付
さ

れ
て
い
な
い
も
の
は
、

使
用
し
て
は
な
ら
な
い

こ
と
。

明
記
な
し

明
記
な
し

第
44
条
の
2

第
1項

登
録
型
式
検
定
機
関
が

行
う
当
該
機
械
等
の
型

式
に
つ
い
て
の
検
定
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

別
表
第
四
に
掲
げ
る
機
械
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
製
造
し
、

又
は
輸
入
し
た
者

明
記
な
し

第
44
条
の
2

第
2項

機
械
等
の
型
式
に
つ
い

て
、
自
ら
登
録
型
式
検

定
機
関
が
行
う
検
定
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る

外
国
製
造
者

明
記
な
し

第
44
条
の
2

第
3項

厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
基
準
に
適
合
し
て
い

る
と
認
め
る
と
き
で
な

け
れ
ば
、
当
該
型
式
を

型
式
検
定
に
合
格
さ
せ

て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

登
録
型
式
検
定
機
関

明
記
な
し

第
44
条
の
2

第
4項

型
式
検
定
合
格
証
を
申

請
者
に
交
付
す
る

登
録
型
式
検
定
機
関

明
記
な
し

－2834－



現
安
衛
法

項
規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た
保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実
質
的

な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

旧
労
基
法

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実

質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

第
44
条
の
2

第
5項

型
式
検
定
に
合
格
し
た

型
式
の
機
械
等
で
あ
る

旨
の
表
示
を
付
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

型
式
検
定
を
受
け
た
者

明
記
な
し

第
44
条
の
2

第
6項

型
式
検
定
に
合
格
し
た

型
式
の
機
械
等
以
外
の

機
械
等
に
は
、
前
項
の

表
示
を
付
し
、
又
は
こ

れ
と
紛
ら
わ
し
い
表
示

を
付
し
て
は
な
ら
な
い

こ
と
。

明
記
な
し

明
記
な
し

第
44
条
の
2

第
7項

第
一
項
本
文
の
機
械
等

で
、
第
五
項
の
表
示
が

付
さ
れ
て
い
な
い
も
の

は
、
使
用
し
て
は
な
ら

な
い
こ
と
。

明
記
な
し

明
記
な
し

第
44
条
の
3

第
1項

型
式
検
定
合
格
証
の
有

効
期
間
は
、
前
条
第
一

項
本
文
の
機
械
等
の
種

類
に
応
じ
て
、
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
期
間

と
す
る
こ
と
。

明
記
な
し

明
記
な
し

第
44
条
の
3

第
2項

型
式
検
定
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

型
式
検
定
合
格
証
の
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

明
記
な
し

第
44
条
の
4

型
式
検
定
合
格
証
の
効

力
を
失
わ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
45
条

第
1項

ボ
イ
ラ
ー
そ
の
他
の
機

械
等
に
つ
い
て
、
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
定
期
に
自
主
検
査

を
行
な
い
、
及
び
そ
の

結
果
を
記
録
し
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

明
記
な
し

第
45
条

第
2項

特
定
自
主
検
査
を
行
う

と
き
は
、
そ
の
使
用
す

る
労
働
者
で
省
令
で
定

め
る
資
格
を
有
す
る
も

の
又
は
検
査
業
者
に
実

施
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

第
45
条

第
3項

自
主
検
査
の
適
切
か
つ

有
効
な
実
施
を
図
る
た

め
必
要
な
自
主
検
査
指

針
を
公
表
す
る
も
の
と

す
る
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
45
条

第
4項

事
業
者
若
し
く
は
検
査

業
者
又
は
こ
れ
ら
の
団

体
に
対
し
、
当
該
自
主

検
査
指
針
に
関
し
必
要

な
指
導
等
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
46
条

第
1項

登
録
製
造
時
等
検
査
を

行
お
う
と
す
る
者
の
申

請
に
よ
り
行
う
こ
と
。

明
記
な
し

国
明
記
な
し

第
46
条

第
2項

登
録
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
な
い
こ
と
。

明
記
な
し

製
造
時
等
検
査
を
行
お

う
と
す
る
者

明
記
な
し

第
46
条

第
3項

要
件
の
全
て
に
適
合
し

て
い
る
と
き
は
、
登
録

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

－2835－



現
安
衛
法

項
規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た
保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実
質
的

な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

旧
労
基
法

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実

質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

第
46
条

第
4項

登
録
は
、
登
録
製
造
時

等
検
査
機
関
登
録
簿
に

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
て
す
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

明
記
な
し

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
46
条
の
2

第
1項

五
年
以
上
十
年
以
内
に

お
い
て
政
令
で
定
め
る

期
間
ご
と
に
そ
の
更
新

を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ

の
期
間
の
経
過
に
よ
つ

て
、
そ
の
効
力
を
失
う

こ
と
。

明
記
な
し

登
録
製
造
時
等
検
査
機

関
の
登
録
を
受
け
た
も

の
明
記
な
し

第
46
条
の
2

第
2項

準
用
規
定

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
47
条

第
1項

遅
滞
な
く
、
製
造
時
等

検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関

明
記
な
し

第
47
条

第
2項

検
査
員
に
こ
れ
を
実
施

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関

明
記
な
し

第
47
条

第
3項

特
別
特
定
機
械
等
の
構

造
に
係
る
も
の
に
適
合

す
る
方
法
に
よ
り
製
造

時
等
検
査
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関

明
記
な
し

第
47
条

第
4項

製
造
時
等
検
査
の
検
査

方
法
か
ら
生
ず
る
危
険

を
防
止
す
る
た
め
に
必

要
な
措
置
と
し
て
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
。

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関

明
記
な
し

第
48
条

第
1項

変
更
し
よ
う
と
す
る
日

の
二
週
間
前
ま
で
に
、

厚
生
労
働
大
臣
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関

明
記
な
し

第
48
条

第
2項

製
造
時
等
検
査
に
関
す

る
料
金
そ
の
他
の
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
事

項
を
定
め
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

明
記
な
し

登
録
製
造
時
等
検
査
機

関
明
記
な
し

第
49
条

製
造
時
等
検
査
の
業
務

の
を
廃
止
等
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

を
厚
生
労
働
大
臣
に
届

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関

明
記
な
し

第
50
条

第
1項

財
産
目
録
、
貸
借
対
照

表
及
び
損
益
計
算
書
又

は
収
支
決
算
書
並
び
に

事
業
報
告
書
を
作
成

し
、
五
年
間
事
務
所
に

備
え
て
置
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。
。

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関

明
記
な
し

第
50
条

第
2項

登
録
製
造
時
等
検
査
機

関
の
業
務
時
間
内
は
、

い
つ
で
も
、
次
に
掲
げ

る
請
求
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
。

製
造
時
等
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人

明
記
な
し

－2836－



現
安
衛
法

項
規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た
保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実
質
的

な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

旧
労
基
法

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実

質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

第
50
条

第
3項

造
時
等
検
査
に
関
し
生

じ
た
損
害
を
賠
償
す
る

た
め
に
必
損
害
保
険
契

約
を
締
結
し
て
い
る
と

き
は
、
登
録
製
造
時
等

検
査
機
関
の
業
務
時
間

内
は
、
い
つ
で
も
、
次

に
掲
げ
る
請
求
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

製
造
時
等
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人

明
記
な
し

第
50
条

第
4項

毎
事
業
年
度
経
過
後
三

月
以
内
に
、
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
作
成
し
た

損
益
計
算
書
又
は
収
支

決
算
書
及
び
事
業
報
告

書
を
厚
生
労
働
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関

明
記
な
し

第
51
条

検
査
員
の
選
任
等
の
届

出
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関

明
記
な
し

第
52
条

登
録
製
造
時
等
検
査
機

関
に
対
し
、
こ
れ
ら
の

規
定
に
適
合
す
る
た
め

必
要
な
措
置
を
と
る
べ

き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と

が
で
き
る

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
52
条
の
2

登
録
製
造
時
等
検
査
機

関
に
対
し
、
製
造
時
等

検
査
を
行
う
べ
き
こ
と

又
は
製
造
時
等
検
査
の

方
法
そ
の
他
の
業
務
の

方
法
の
改
善
に
関
し
必

要
な
措
置
を
と
る
べ
き

こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
52
条
の
3

登
録
製
造
時
等
検
査
機

関
に
つ
い
て
準
用

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
53
条

第
1項

登
録
製
造
時
等
検
査
機

関
（
外
国
登
録
製
造
時

等
検
査
機
関
を
除

く
。
）
が
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
に
至

つ
た
と
き
は
、
そ
の
登

録
を
取
り
消
し
、
又
は

六
月
を
超
え
な
い
範
囲

内
で
期
間
を
定
め
て
製

造
時
等
検
査
の
業
務
の

全
部
若
し
く
は
一
部
の

停
止
を
命
ず
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
53
条

第
2項

外
国
登
録
製
造
時
等
検

査
機
外
国
登
録
製
造
時

等
検
査
機
関
が
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
に
至
つ
た
と
き

は
、
そ
の
登
録
を
取
り

消
す
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
53
条

第
3項

検
査
に
要
す
る
外
国
登

録
製
造
時
等
検
査
機
関

の
負
担
と
す
る
こ

と
。
。

明
記
な
し

外
国
登
録
製
造
時
等
検

査
機
関

明
記
な
し

第
53
条
の
2

第
1項

製
造
時
等
検
査
の
業
務

の
全
部
又
は
一
部
を
自

ら
行
う
こ
と
が
で
き
る

こ
と
。

都
道
府
県
労
働
局
長

明
記
な
し

－2837－



現
安
衛
法

項
規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た
保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実
質
的

な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

旧
労
基
法

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実

質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

第
53
条
の
2

第
2項

製
造
時
等
検
査
の
業
務

の
全
部
又
は
一
部
を
自

ら
行
う
場
合
に
お
け
る

製
造
時
等
検
査
の
業
務

の
引
継
ぎ
そ
の
他
の
必

要
な
事
項
に
つ
い
て

は
、
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
こ
と
。

都
道
府
県
労
働
局
長

明
記
な
し

第
53
条
の
3

登
録
性
能
検
査
機
関
に

準
用

明
記
な
し

国
明
記
な
し

第
54
条

登
録
個
別
検
定
機
関
に

準
用

明
記
な
し

国
明
記
な
し

第
54
条
の
2

登
録
型
式
検
定
機
関
に

準
用

明
記
な
し

国
明
記
な
し

第
54
条
の
3

第
1項

検
査
業
者
名
簿
に
、
氏

名
又
は
名
称
、
住
所
そ

の
他
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
事
項
の
登
録
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

検
査
業
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者

明
記
な
し

第
54
条
の
3

第
2項

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
者
は
、
前

項
の
登
録
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
こ
と
。

明
記
な
し

検
査
業
者
に
な
ろ
う
と

す
る
者

明
記
な
し

第
54
条
の
3

第
3項

登
録
は
、
検
査
業
者
に

な
ろ
う
と
す
る
者
の
申

請
に
よ
り
行
う
こ
と
。

明
記
な
し

国
明
記
な
し

第
54
条
の
3

第
4項

省
令
で
定
め
る
基
準
に

適
合
し
て
い
る
と
認
め

る
と
き
で
な
け
れ
ば
、

第
一
項
の
登
録
を
し
て

は
な
ら
な
い
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
労
働
局
長

明
記
な
し

第
54
条
の
3

第
5項

検
査
業
者
名
簿
の
閲
覧

を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
。

事
業
者
そ
の
他
の
関
係
者

明
記
な
し

第
54
条
の
4

他
人
の
求
め
に
応
じ
て

特
定
自
主
検
査
を
行
う

と
き
は
、
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
資
格
を
有

す
る
者
に
こ
れ
を
実
施

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

検
査
業
者

明
記
な
し

第
54
条
の
5

第
1項

検
査
業
者
の
地
位
の
承

継
検
査
業
者

明
記
な
し

第
54
条
の
5

第
2項

遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を

厚
生
労
働
大
臣
又
は
都

道
府
県
労
働
局
長
に
届

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

検
査
業
者
が
そ
の
事
業
の
全
部
を
譲
り
渡
し
、
又
は
検
査
業
者
に

つ
い
て
相
続
、
合
併
若
し
く
は
分
割
（
そ
の
事
業
の
全
部
を
承
継

さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
事
業
の
全
部

を
譲
り
受
け
た
者
又
は
相
続
人
（
相
続
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
事
業
を
承
継
す
べ
き
相
続

人
を
選
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
者

明
記
な
し

第
54
条
の
6

第
1項

検
査
業
者
が
第
五
十
四

条
の
三
第
二
項
第
一
号

又
は
第
三
号
に
該
当
す

る
に
至
つ
た
と
き
は
、

そ
の
登
録
を
取
り
消
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
労
働
局
長

明
記
な
し

－2838－



現
安
衛
法

項
規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た
保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実
質
的

な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

旧
労
基
法

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実

質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

第
54
条
の
6

第
2項

検
査
業
者
が
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
に
至
つ
た
と
き
は
、

そ
の
登
録
を
取
り
消

し
、
又
は
六
月
を
超
え

な
い
範
囲
内
で
期
間
を

定
め
て
特
定
自
主
検
査

の
業
務
の
全
部
若
し
く

は
一
部
の
停
止
を
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
労
働
局
長

明
記
な
し

第
55
条

黄
り
ん
マ
ツ
チ
、
ベ
ン

ジ
ジ
ン
、
ベ
ン
ジ
ジ
ン

を
含
有
す
る
製
剤
そ
の

他
の
労
働
者
に
重
度
の

健
康
障
害
を
生
ず
る
物

で
、
政
令
で
定
め
る
も

の
は
、
製
造
し
、
輸
入

し
、
譲
渡
し
、
提
供

し
、
又
は
使
用
し
て
は

な
ら
な
い

明
記
な
し

明
記
な
し

第
48
条

黄
り
ん
マ
ッ
チ
そ
の
他
命
令
で
定
め
る

有
害
物
は
、
こ
れ
を
製
造
し
、
販
賣

し
、
輸
入
し
、
又
は
販
賣
の
目
的
で
所

持
し
て
は
な
ら
な
い
。

明
記
な
し

明
記
な
し

第
56
条

第
1項

厚
生
労
働
大
臣
の
許
可

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

製
造
許
可
物
質
を
製
造
し
よ
う
と
す
る
者

労
働
者

第
56
条

第
2項

製
造
設
備
、
作
業
方
法

等
が
厚
生
労
働
大
臣
の

定
め
る
基
準
に
適
合
し

て
い
る
と
認
め
る
と
き

で
な
け
れ
ば
、
同
項
の

許
可
を
し
て
は
な
ら
な

い
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
56
条

第
3項

製
造
設
備
を
、
前
項
の

基
準
に
適
合
す
る
よ
う

に
維
持
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
。

製
造
者

明
記
な
し

第
56
条

第
4項

基
準
に
適
合
す
る
作
業

方
法
に
従
つ
て
第
一
項

の
物
を
製
造
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。

製
造
者

明
記
な
し

第
56
条

第
5項

基
準
に
適
合
す
る
作
業

方
法
に
従
つ
て
第
一
項

の
物
を
製
造
す
べ
き
こ

と
を
命
ず
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
56
条

第
6項

規
定
に
基
づ
く
処
分
に

違
反
し
た
と
き
は
、
第

一
項
の
許
可
を
取
り
消

す
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
57
条

第
1項

容
器
に
表
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。

政
令
で
定
め
る
も
の
又
は
前
条
第
一
項
の
物
を
容
器
に
入
れ
、
又

は
包
装
し
て
、
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
者

労
働
者

第
57
条

第
2項

同
項
各
号
の
事
項
を
記

載
し
た
文
書
を
、
譲
渡

し
、
又
は
提
供
す
る
相

手
方
に
交
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。

前
項
に
規
定
す
る
方
法
以
外
の
方
法
に
よ
り
譲
渡
し
、
又
は
提
供

す
る
者

明
記
な
し

第
57
条
の
2

第
1項

提
供
す
る
相
手
方
に
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

通
知
対
象
物
を
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
者

労
働
者

－2839－



現
安
衛
法

項
規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た
保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実
質
的

な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

旧
労
基
法

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実

質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

第
57
条
の
2

第
2項

通
知
し
た
事
項
に
変
更

を
行
う
必
要
が
生
じ
た

と
き
は
、
文
書
の
交
付

に
よ
り
、
変
更
後
の
同

項
各
号
の
事
項
を
、
速

や
か
に
、
譲
渡
し
、
又

は
提
供
し
た
相
手
方
に

通
知
す
る
よ
う
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

通
知
対
象
物
を
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
者

明
記
な
し

第
57
条
の
2

第
3項

通
知
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る

明
記
な
し

国
明
記
な
し

第
57
条
の
3

第
1項

通
知
対
象
物
に
よ
る
危

険
性
又
は
有
害
性
等
を

調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

第
57
条
の
3

第
2項

規
定
に
よ
る
措
置
を
講

ず
る
ほ
か
、
労
働
者
の

危
険
又
は
健
康
障
害
を

防
止
す
る
た
め
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
よ
う
に

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

第
57
条
の
3

第
3項

必
要
な
指
針
を
公
表
す

る
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

労
働
者

第
57
条
の
3

第
4項

必
要
な
指
導
、
援
助
等

を
行
う
こ
と
が
で
き
る

こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

労
働
者

第
57
条
の
4

第
1項

有
害
性
の
調
査
の
結
果

そ
の
他
の
事
項
を
厚
生

労
働
大
臣
に
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

新
規
化
学
物
質
を
製
造
し
、
又
は
輸
入
し
よ
う
と
す
る
事
業
者

労
働
者

第
57
条
の
4

第
2項

新
規
化
学
物
質
に
よ
る

労
働
者
の
健
康
障
害
を

防
止
す
る
た
め
必
要
な

措
置
を
速
や
か
に
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

有
害
性
の
調
査
を
行
つ
た
事
業
者

労
働
者

第
57
条
の
4

第
3項

新
規
化
学
物
質
の
名
称

を
公
表
す
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣

労
働
者

第
57
条
の
4

第
4項

届
出
に
係
る
化
学
物
質

に
よ
る
労
働
者
の
健
康

障
害
を
防
止
す
る
た
め

必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
届
出
を
し
た

事
業
者
に
対
し
、
施
設

又
は
設
備
の
設
置
又
は

整
備
、
保
護
具
の
備
付

け
そ
の
他
の
措
置
を
講

ず
べ
き
こ
と
を
勧
告
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

厚
生
労
働
大
臣

労
働
者

第
57
条
の
4

第
5項

害
性
の
調
査
の
結
果
に

関
し
て
知
り
得
た
秘
密

を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な

い

学
識
経
験
者

労
働
者

第
57
条
の
5

第
1項

有
害
性
の
調
査
を
行

い
、
そ
の
結
果
を
報
告

す
べ
き
こ
と
を
指
示
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

厚
生
労
働
大
臣

労
働
者

－2840－



現
安
衛
法

項
規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た
保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実
質
的

な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

旧
労
基
法

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実

質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

第
57
条
の
5

第
2項

指
示
は
、
化
学
物
質
に

つ
い
て
の
有
害
性
の
調

査
に
関
す
る
技
術
水

準
、
調
査
を
実
施
す
る

機
関
の
整
備
状
況
、
当

該
事
業
者
の
調
査
の
能

力
等
を
総
合
的
に
考
慮

し
、
厚
生
労
働
大
臣
の

定
め
る
基
準
に
従
つ
て

行
う
こ
と
。

明
記
な
し

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

労
働
者

第
57
条
の
5

第
3項

指
示
を
行
お
う
と
す
る

と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
学
識
経
験
者
の
意

見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

労
働
者

第
57
条
の
5

第
4項

労
働
者
の
健
康
障
害
を

防
止
す
る
た
め
必
要
な

措
置
を
速
や
か
に
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

有
害
性
の
調
査
を
行
つ
た
事
業
者

労
働
者

第
57
条
の
5

第
5項

指
示
に
関
し
て
知
り
得

た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は

な
ら
な
い
こ
と
。

学
識
経
験
者

労
働
者

第
58
条

有
害
性
の
調
査
の
適
切

な
実
施
に
資
す
る
た

め
、
化
学
物
質
に
つ
い

て
、
有
害
性
の
調
査
を

実
施
す
る
施
設
の
整

備
、
資
料
の
提
供
そ
の

他
必
要
な
援
助
に
努
め

る
ほ
か
、
自
ら
有
害
性

の
調
査
を
実
施
す
る
よ

う
努
め
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

国
明
記
な
し

第
59
条

第
1項

労
働
者
を
雇
い
入
れ
た

と
き
は
、
当
該
労
働
者

に
対
し
、
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
そ
の
従
事
す
る

業
務
に
関
す
る
安
全
又

は
衛
生
の
た
め
の
教
育

を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

第
50
条

労
働
者
を
雇
い
入
れ
た
場
合
に
お
い
て

は
、
そ
の
労
働
者
に
対
し
て
、
当
該
業

務
に
関
し
必
要
な
安
全
及
び
衞
生
の
た

め
の
敎
育
を
施
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

使
用
者

労
働
者
？

第
59
条

第
2項

作
業
変
更
時
教
育

事
業
者

労
働
者

第
59
条

第
3項

危
険
又
は
有
害
な
業
務

で
、
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
も
の
に
労
働
者

を
つ
か
せ
る
と
き
は
、

厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当

該
業
務
に
関
す
る
安
全

又
は
衛
生
の
た
め
の
特

別
の
教
育
を
行
な
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

労
働
者

第
49
条

第
1項

経
驗
の
な
い
労
働
者
に
、
運
轉
中
の
機

械
又
は
動
力
傳
導
裝
置
の
危
險
な
部
分

の
掃
除
、
注
油
、
檢
査
又
は
修
繕
を
さ

せ
、
運
転
中
の
機
械
又
は
動
力
傳
導
裝

置
に
調
帶
又
は
調
索
の
取
付
又
は
取
外

を
さ
せ
、
動
力
に
よ
る
起
重
機
の
運
轉

を
さ
せ
そ
の
他
危
險
な
業
務
に
就
か
せ

て
は
な
ら
な
い
。

使
用
者

労
働
者
？

－2841－



現
安
衛
法

項
規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た
保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実
質
的

な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

旧
労
基
法

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実

質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

第
60
条

事
業
場
の
業
種
が
政
令

で
定
め
る
も
の
に
該
当

す
る
と
き
は
、
新
た
に

職
務
に
つ
く
こ
と
と
な

つ
た
職
長
そ
の
他
の
作

業
中
の
労
働
者
を
直
接

指
導
又
は
監
督
す
る
者

（
作
業
主
任
者
を
除

く
。
）
に
対
し
、
次
の

事
項
に
つ
い
て
、
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
安
全
又

は
衛
生
の
た
め
の
教
育

を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

第
60
条
の
2

第
1項

危
険
又
は
有
害
な
業
務

に
現
に
就
い
て
い
る
者

に
対
し
、
そ
の
従
事
す

る
業
務
に
関
す
る
安
全

又
は
衛
生
の
た
め
の
教

育
を
行
う
よ
う
に
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

有
害
な
業
務
に
就
い
て

い
る
者

第
60
条
の
2

第
2項

前
項
の
教
育
の
適
切
か

つ
有
効
な
実
施
を
図
る

た
め
必
要
な
指
針
を
公

表
す
る
も
の
と
す
る
こ

と
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

有
害
な
業
務
に
就
い
て

い
る
者

第
60
条
の
2

第
3項

指
針
に
従
い
、
事
業
者

又
は
そ
の
団
体
に
対

し
、
必
要
な
指
導
等
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

有
害
な
業
務
に
就
い
て

い
る
者

第
61
条

第
1項

技
能
講
習
を
修
了
し
た

者
で
な
け
れ
ば
、
ク

レ
ー
ン
運
転
等
の
業
務

に
就
か
せ
て
は
な
ら
な

い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

第
49
条

第
2項

必
要
な
技
能
を
有
し
な
い
者
を
特
に
危

險
な
業
務
に
就
か
せ
て
は
な
ら
な
い
。

使
用
者

第
61
条

第
2項

当
該
業
務
を
行
な
つ
て

は
な
ら
な
い
こ
と
。

前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
業
務
に
つ
く
こ
と
が
で
き
る
者
以
外
の

者
明
記
な
し

第
61
条

第
3項

免
許
証
そ
の
他
そ
の
資

格
を
証
す
る
書
面
を
携

帯
し
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
業
務
に
つ
く
こ
と
が
で
き
る
者

明
記
な
し

第
61
条

第
4項

厚
生
労
働
省
令
で
別
段

の
定
め
を
す
る
こ
と
。

明
記
な
し

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
62
条

中
高
年
齢
者
そ
の
他
労

働
災
害
の
防
止
上
そ
の

就
業
に
当
た
つ
て
特
に

配
慮
を
必
要
と
す
る
者

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら

の
者
の
心
身
の
条
件
に

応
じ
て
適
正
な
配
置
を

行
な
う
よ
う
に
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

明
記
な
し

第
63
条

導
員
の
養
成
及
び
資
質

の
向
上
の
た
め
の
措

置
、
教
育
指
導
方
法
の

整
備
及
び
普
及
、
教
育

資
料
の
提
供
そ
の
他
必

要
な
施
策
の
充
実
に
努

め
る
こ
と
。

国
明
記
な
し

－2842－



現
安
衛
法

項
規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た
保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実
質
的

な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

旧
労
基
法

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実

質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

第
65
条

第
1項

有
害
な
業
務
を
行
う
屋

内
作
業
場
そ
の
他
の
作

業
場
で
、
政
令
で
定
め

る
も
の
に
つ
い
て
、
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要

な
作
業
環
境
測
定
を
行

い
、
及
び
そ
の
結
果
を

記
録
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

第
65
条

第
2項

大
臣
の
定
め
る
作
業
環

境
測
定
基
準
に
従
つ
て

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

明
記
な
し

事
業
者

作
業
環
境
測
定

明
記
な
し

第
65
条

第
3項

作
業
環
境
測
定
の
適
切

か
つ
有
効
な
実
施
を
図

る
た
め
必
要
な
作
業
環

境
測
定
指
針
を
公
表
す

る
も
の
と
す
る
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
65
条

第
4項

作
業
環
境
測
定
指
針
を

公
表
し
た
場
合
に
お
い

て
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
事
業
者
若

し
く
は
作
業
環
境
測
定

機
関
又
は
こ
れ
ら
の
団

体
に
対
し
、
当
該
作
業

環
境
測
定
指
針
に
関
し

必
要
な
指
導
等
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
65
条

第
5項

作
業
環
境
の
改
善
に
よ

り
労
働
者
の
健
康
を
保

持
す
る
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
労
働

衛
生
指
導
医
の
意
見
に

基
づ
き
、
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
事
業
者
に
対

し
、
作
業
環
境
測
定
の

実
施
そ
の
他
必
要
な
事

項
を
指
示
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
。

都
道
府
県
労
働
局
長

明
記
な
し

第
65
条
の
2

第
1項

作
業
環
境
測
定
の
結
果

の
評
価
に
基
づ
い
て
、

労
働
者
の
健
康
を
保
持

す
る
た
め
必
要
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
と
き

は
、
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
施
設
又
は
設
備
の

設
置
又
は
整
備
、
健
康

診
断
の
実
施
そ
の
他
の

適
切
な
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

労
働
者

第
65
条
の
2

第
2項

評
価
を
行
う
に
当
た
つ

て
は
、
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
厚
生
労
働
大
臣
の

定
め
る
作
業
環
境
評
価

基
準
に
従
つ
て
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

明
記
な
し

労
働
者

－2843－



現
安
衛
法

項
規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た
保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実
質
的

な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

旧
労
基
法

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実

質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

第
65
条
の
2

第
3項

作
業
環
境
測
定
の
結
果

の
評
価
を
行
つ
た
と
き

は
、
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
そ
の
結
果
を
記
録

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

労
働
者

第
65
条
の
3

労
働
者
の
従
事
す
る
作

業
を
適
切
に
管
理
す
る

よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

第
65
条
の
4

作
業
時
間
に
つ
い
て
の

基
準
に
違
反
し
て
、
当

該
業
務
に
従
事
さ
せ
て

は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

潜
水
業
務
そ
の
他
の
健

康
障
害
を
生
ず
る
お
そ

れ
の
あ
る
業
務
で
、
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る

も
の
に
従
事
さ
せ
る
労

働
者

第
66
条

第
1項

健
康
診
断
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

第
52
条

第
1項

一
定
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
使
用
者

は
、
労
働
者
の
雇
入
の
際
及
び
定
期

に
、
医
師
に
労
働
者
の
健
康
診
断
を
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

労
働
者

第
66
条

第
2項

有
害
な
業
務
で
、
政
令

で
定
め
る
も
の
に
従
事

す
る
労
働
者
に
対
し
、

厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
医

師
に
よ
る
特
別
の
項
目

に
つ
い
て
の
健
康
診
断

を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
有
害
な
業
務

で
、
政
令
で
定
め
る
も

の
に
従
事
さ
せ
た
こ
と

の
あ
る
労
働
者
で
、
現

に
使
用
し
て
い
る
も
の

に
つ
い
て
も
、
同
様
と

す
る
こ
と
。

事
業
者

有
害
な
業
務
で
、
政
令

で
定
め
る
も
の
に
従
事

す
る
労
働
者

第
52
条

第
1項

一
定
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
使
用
者

は
、
労
働
者
の
雇
入
の
際
及
び
定
期

に
、
医
師
に
労
働
者
の
健
康
診
断
を
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

労
働
者

第
66
条

第
3項

有
害
な
業
務
で
、
政
令

で
定
め
る
も
の
に
従
事

す
る
労
働
者
に
対
し
、

厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
歯

科
医
師
に
よ
る
健
康
診

断
を
行
な
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

有
害
な
業
務
で
、
政
令

で
定
め
る
も
の
に
従
事

す
る
労
働
者

第
53
条

第
2項

一
定
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
使
用
者

は
、
労
働
者
の
雇
入
の
際
及
び
定
期

に
、
医
師
に
労
働
者
の
健
康
診
断
を
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

労
働
者

第
66
条

第
4項

臨
時
の
健
康
診
断
の
実

施
そ
の
他
必
要
な
事
項

を
指
示
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
。

都
道
府
県
労
働
局
長

労
働
者

第
66
条

第
5項

事
業
者
が
行
な
う
健
康

診
断
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

第
52
条

第
2項

使
用
者
の
指
定
し
た
医
師
の
診
断
を
受

け
る
こ
と
を
希
望
し
な
い
労
働
者
は
、

他
の
医
師
の
健
康
診
断
を
求
め
て
、
そ

の
結
果
を
証
明
す
る
書
面
を
使
用
者
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

第
66
条
の
2

深
夜
業
に
従
事
す
る
労

働
者
で
あ
つ
て
、
そ
の

深
夜
業
の
回
数
そ
の
他

の
事
項
が
深
夜
業
に
従

事
す
る
労
働
者
の
健
康

の
保
持
を
考
慮
し
て
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る

要
件
に
該
当
す
る
も
の

は
、
自
ら
受
け
た
健
康

診
断
の
結
果
を
証
明
す

る
書
面
を
事
業
者
に
提

出
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
。

深
夜
業
に
従
事
す
る
労
働
者

深
夜
業
に
従
事
す
る
労

働
者

－2844－



現
安
衛
法

項
規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た
保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実
質
的

な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

旧
労
基
法

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実

質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

第
66
条
の
3

健
康
診
断
の
結
果
を
記

録
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

労
働
者

第
５
３
条

健
康
診
断
に
関
す
る
記
録
は
、
樣
式
第

十
四
号
に
よ
つ
て
作
成
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

明
記
な
し

明
記
な
し

第
66
条
の
4

健
康
診
断
の
結
果
に
つ

い
て
の
医
師
等
か
ら
の

意
見
聴
取

事
業
者

労
働
者

第
66
条
の
5

第
1項

医
師
又
は
歯
科
医
師
の

意
見
を
勘
案
し
、
そ
の

必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
当
該
労
働
者

の
実
情
を
考
慮
し
て
、

就
業
場
所
の
変
更
、
作

業
の
転
換
、
労
働
時
間

の
短
縮
、
深
夜
業
の
回

数
の
減
少
等
の
措
置
を

講
ず
る
ほ
か
、
作
業
環

境
測
定
の
実
施
、
施
設

又
は
設
備
の
設
置
又
は

整
備
、
当
該
医
師
又
は

歯
科
医
師
の
意
見
の
衛

生
委
員
会
若
し
く
は
安

全
衛
生
委
員
会
又
は
労

働
時
間
等
設
定
改
善
委

員
会
へ
の
報
告
そ
の
他

の
適
切
な
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

労
働
者

第
52
条

第
3項

健
康
診
断
の
結
果
に
基
い
て
、
就
業
の

場
所
又
は
業
務
の
轉
換
、
労
働
時
間
の

短
縮
そ
の
他
労
働
者
の
健
康
の
保
持
に

必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

使
用
者

労
働
者

第
66
条
の
5

第
2項

事
業
者
が
講
ず
べ
き
措

置
の
適
切
か
つ
有
効
な

実
施
を
図
る
た
め
必
要

な
指
針
を
公
表
す
る
も

の
と
す
る
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

労
働
者

第
66
条
の
5

第
3項

指
針
を
公
表
し
た
場
合

に
お
い
て
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
事

業
者
又
は
そ
の
団
体
に

対
し
、
当
該
指
針
に
関

し
必
要
な
指
導
等
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

労
働
者

第
66
条
の
6

第
1項

健
康
診
断
を
受
け
た
労

働
者
に
対
し
、
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
当
該
健
康

診
断
の
結
果
を
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

労
働
者

第
66
条
の
7

第
1項

医
師
又
は
保
健
師
に
よ

る
保
健
指
導
を
行
う
よ

う
に
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

第
66
条
の
7

第
2項

保
健
指
導
を
利
用
し

て
、
そ
の
健
康
の
保
持

に
努
め
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

労
働
者

労
働
者

第
66
条
の
8

第
1項

労
働
時
間
の
状
況
そ
の

他
の
事
項
が
労
働
者
の

健
康
の
保
持
を
考
慮
し

て
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
要
件
に
該
当
す
る

労
働
者
に
対
し
、
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
医
師
に

よ
る
面
接
指
導
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

労
働
者

第
66
条
の
8

第
2項

事
業
者
が
行
う
面
接
指

導
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

第
66
条
の
8

第
3項

面
接
指
導
の
結
果
を
記

録
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

労
働
者

－2845－



現
安
衛
法

項
規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た
保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実
質
的

な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

旧
労
基
法

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実

質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

第
66
条
の
8

第
4項

面
接
指
導
の
結
果
に
基

づ
き
、
当
該
労
働
者
の

健
康
を
保
持
す
る
た
め

に
必
要
な
措
置
に
つ
い

て
、
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
医
師
の
意
見
を
聴

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

事
業
者

明
記
な
し

労
働
者

第
66
条
の
8

第
5項

安
全
衛
生
委
員
会
等
へ

の
報
告

事
業
者

明
記
な
し

労
働
者

第
66
条
の
8の

2第
1項

働
時
間
が
労
働
者
の
健

康
の
保
持
を
考
慮
し
て

厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
時
間
を
超
え
る
労
働

者
（
に
対
し
、
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
医
師
に
よ

る
面
接
指
導
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

第
66
条
の
8の

2第
2項

読
み
替
え
規
定

事
業
者

労
働
者

労
働
者

第
66
条
の
8の

3
労
働
時
間
の
状
況
を
把

握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

事
業
者

労
働
者

第
66
条
の
8の

4

健
康
管
理
時
間
を
い
う

が
当
該
労
働
者
の
健
康

の
保
持
を
考
慮
し
て
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る

時
間
を
超
え
る
も
の
に

対
し
、
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
医
師
に
よ
る
面
接

指
導
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

第
66
条
の
8の

4
読
み
替
え
規
定

事
業
者

労
働
者

第
66
条
の
9

面
接
指
導
を
行
う
労
働

者
以
外
の
労
働
者
で
あ

つ
て
健
康
へ
の
配
慮
が

必
要
な
も
の
に
つ
い
て

は
、
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
必
要
な
措
置
を
講

ず
る
よ
う
に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

第
66
条
の
10

第
1項

心
理
的
な
負
担
の
程
度

を
把
握
す
る
た
め
の
検

査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

第
66
条
の
10

第
2項

労
働
者
の
検
査
の
結
果

を
事
業
者
に
提
供
し
て

は
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

第
66
条
の
10

第
3項

心
理
的
な
負
担
の
程
度

が
労
働
者
の
健
康
の
保

持
を
考
慮
し
て
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
要
件

に
該
当
す
る
も
の
が
医

師
に
よ
る
面
接
指
導
を

受
け
る
こ
と
を
希
望
す

る
旨
を
申
し
出
た
と
き

は
、
当
該
申
出
を
し
た

労
働
者
に
対
し
、
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
医
師
に

よ
る
面
接
指
導
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、

事
業
者
は
、
労
働
者
が

当
該
申
出
を
し
た
こ
と

を
理
由
と
し
て
、
当
該

労
働
者
に
対
し
、
不
利

益
な
取
扱
い
を
し
て
は

な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

－2846－



現
安
衛
法

項
規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た
保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実
質
的

な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

旧
労
基
法

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実

質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

第
66
条
の
10

第
4項

面
接
指
導
の
結
果
を
記

録
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

第
66
条
の
10

第
5項

医
師
の
意
見
を
聴
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

第
66
条
の
10

第
6項

該
労
働
者
の
実
情
を
考

慮
し
て
、
就
業
場
所
の

変
更
、
作
業
の
転
換
、

労
働
時
間
の
短
縮
、
深

夜
業
の
回
数
の
減
少
等

の
措
置
を
講
ず
る
ほ

か
、
当
該
医
師
の
意
見

の
衛
生
委
員
会
若
し
く

は
安
全
衛
生
委
員
会
又

は
労
働
時
間
等
設
定
改

善
委
員
会
へ
の
報
告
そ

の
他
の
適
切
な
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

事
業
者

労
働
者

第
66
条
の
10

第
7項

業
者
が
講
ず
べ
き
措
置

の
適
切
か
つ
有
効
な
実

施
を
図
る
た
め
必
要
な

指
針
を
公
表
す
る
も
の

と
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣

労
働
者

第
66
条
の
10

第
8項

指
針
を
公
表
し
た
場
合

に
お
い
て
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
事

業
者
又
は
そ
の
団
体
に

対
し
、
当
該
指
針
に
関

し
必
要
な
指
導
等
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

厚
生
労
働
大
臣

労
働
者

第
66
条
の
10

第
9項

労
働
者
に
対
す
る
健
康

相
談
の
実
施
そ
の
他
の

当
該
労
働
者
の
健
康
の

保
持
増
進
を
図
る
こ
と

を
促
進
す
る
た
め
の
措

置
を
講
ず
る
よ
う
努
め

る
も
の
と
す
る
。

国
労
働
者

第
67
条

第
1項

が
ん
そ
の
他
の
重
度
の

健
康
障
害
を
生
ず
る
お

そ
れ
の
あ
る
業
務
で
、

政
令
で
定
め
る
も
の
に

従
事
し
て
い
た
者
の
う

ち
、
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
要
件
に
該
当
す

る
者
に
対
し
、
離
職
の

際
に
又
は
離
職
の
後

に
、
当
該
業
務
に
係
る

健
康
管
理
手
帳
を
交
付

す
る
も
の
と
す
る
。

都
道
府
県
労
働
局
長

が
ん
そ
の
他
の
重
度
の

健
康
障
害
を
生
ず
る
お

そ
れ
の
あ
る
業
務
で
、

政
令
で
定
め
る
も
の
に

従
事
し
て
い
た
者
の
う

ち
、
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
要
件
に
該
当
す

る
者

第
67
条

第
2項

健
康
管
理
手
帳
を
所
持

し
て
い
る
者
に
対
す
る

健
康
診
断
に
関
し
、
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要

な
措
置
を
行
な
う
。

政
府

健
康
管
理
手
帳
を
所
持

し
て
い
る
者

第
67
条

第
3項

健
康
管
理
手
帳
を
他
人

に
譲
渡
し
、
又
は
貸
与

し
て
は
な
ら
な
い
。

健
康
管
理
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
者

明
記
な
し

第
67
条

第
4項

健
康
管
理
手
帳
の
様
式

そ
の
他
健
康
管
理
手
帳

に
つ
い
て
必
要
な
事
項

は
、
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る

明
記
な
し

国
明
記
な
し

労
働
者

－2847－



現
安
衛
法

項
規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た
保
護
対
象

明
記
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記
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事
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フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

第
68
条

伝
染
性
の
疾
病
そ
の
他

の
疾
病
で
、
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
も
の
に

か
か
つ
た
労
働
者
に
つ

い
て
は
、
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
そ
の
就
業
を
禁

止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

事
業
者

労
働
者

第
51
条

傳
染
性
の
疾
病
、
精
神
病
又
は
労
働
の

た
め
に
病
勢
が
增
惡
す
る
お
そ
れ
の
あ

る
疾
病
に
か
か
つ
た
者
に
つ
い
て
は
、

就
業
を
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

労
働
者

第
68
条
の
2

受
動
喫
煙
防
止
に
努
め

る
事
業
者

労
働
者

第
69
条

第
1項

労
働
者
に
対
す
る
健
康

教
育
及
び
健
康
相
談
そ

の
他
労
働
者
の
健
康
の

保
持
増
進
を
図
る
た
め

必
要
な
措
置
を
継
続
的

か
つ
計
画
的
に
講
ず
る

よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

第
69
条

第
2項

事
業
者
が
講
ず
る
措
置

を
利
用
し
て
、
そ
の
健

康
の
保
持
増
進
に
努
め

る
も
の
と
す
る

労
働
者

労
働
者

第
70
条

労
働
者
の
健
康
の
保
持

増
進
を
図
る
た
め
、
体

育
活
動
、
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
そ
の
他
の
活
動

に
つ
い
て
の
便
宜
を
供

与
す
る
等
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
よ
う
に
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

第
70
条
の
2

第
1項

事
業
者
が
講
ず
べ
き
健

康
の
保
持
増
進
の
た
め

の
措
置
に
関
し
て
、
そ

の
適
切
か
つ
有
効
な
実

施
を
図
る
た
め
必
要
な

指
針
を
公
表
す
る
も
の

と
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

労
働
者

第
70
条
の
2

第
2項

事
業
者
又
は
そ
の
団
体

に
対
し
、
必
要
な
指
導

等
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

労
働
者

第
70
条
の
3

指
針
は
健
康
診
査
等
指

針
と
調
和
が
保
た
れ
た

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

明
記
な
し

厚
生
労
働
大
臣

労
働
者

第
71
条

第
1項

事
業
場
に
お
け
る
健
康

教
育
等
に
関
す
る
指
導

員
の
確
保
及
び
資
質
の

向
上
の
促
進
そ
の
他
の

必
要
な
援
助
に
努
め
る

も
の
と
す
る
。

国
労
働
者

第
71
条

第
2項

中
小
企
業
者
に
対
し
、

特
別
の
配
慮
を
す
る
も

の
と
す
る

国
明
記
な
し

労
働
者

第
71
条
2

快
適
な
職
場
環
境
を
形

成
す
る
よ
う
に
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

第
71
条
3

第
1項

事
業
者
が
講
ず
べ
き
快

適
な
職
場
環
境
の
形
成

の
た
め
の
措
置
に
関
し

て
、
そ
の
適
切
か
つ
有

効
な
実
施
を
図
る
た
め

必
要
な
指
針
を
公
表
す

る
も
の
と
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

労
働
者
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第
71
条
3

第
2項

指
針
に
従
い
、
事
業
者

又
は
そ
の
団
体
に
対

し
、
必
要
な
指
導
等
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

労
働
者

第
71
条
4

事
業
者
が
講
ず
る
快
適

な
職
場
環
境
を
形
成
す

る
た
め
の
措
置
の
適
切

か
つ
有
効
な
実
施
に
資

す
る
た
め
、
金
融
上
の

措
置
、
技
術
上
の
助

言
、
資
料
の
提
供
そ
の

他
の
必
要
な
援
助
に
努

め
る
も
の
と
す
る
。

国
明
記
な
し

第
72
条

第
1項

免
許
は
、
第
七
十
五
条

第
一
項
の
免
許
試
験
に

合
格
し
た
者
そ
の
他
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る

資
格
を
有
す
る
者
に
対

し
、
免
許
証
を
交
付
し

て
行
う
。

明
記
な
し

国
明
記
な
し

第
72
条

第
2項

免
許
与
え
な
い
。

明
記
な
し

国
明
記
な
し

第
72
条

第
3項

心
身
の
障
害
に
よ
り
当

該
免
許
に
係
る
業
務
を

適
正
に
行
う
こ
と
が
で

き
な
い
者
と
し
て
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
も

の
に
は
、
同
項
の
免
許

を
与
え
な
い
こ
と
が
あ

る
。

明
記
な
し

国
明
記
な
し

第
72
条

第
4項

免
許
を
与
え
な
い
こ
と

と
す
る
と
き
は
、
あ
ら

か
じ
め
、
当
該
免
許
を

申
請
し
た
者
に
そ
の
旨

を
通
知
し
、
そ
の
求
め

が
あ
つ
た
と
き
は
、
都

道
府
県
労
働
局
長
の
指

定
す
る
職
員
に
そ
の
意

見
を
聴
取
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

都
道
府
県
労
働
局
長

明
記
な
し

第
73
条

第
1項

免
許
に
は
、
有
効
期
間

を
設
け
る
こ
と
が
で
き

る
明
記
な
し

国
明
記
な
し

第
73
条

第
2項

厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
要
件
に
該
当
す
る
と

き
で
な
け
れ
ば
、
当
該

免
許
の
有
効
期
間
を
更

新
し
て
は
な
ら
な
い
。

都
道
府
県
労
働
局
長

明
記
な
し

第
74
条

第
1項

免
許
の
取
消
し
等

都
道
府
県
労
働
局
長

明
記
な
し

第
74
条

第
2項

免
許
を
取
り
消
し
、
又

は
期
間
を
定
め
て
そ
の

免
許
の
効
力
を
停
止
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

都
道
府
県
労
働
局
長

明
記
な
し

第
74
条
の
2

省
令
へ
の
委
任
規
定

明
記
な
し

第
75
条

第
1項

免
許
試
験
の
実
施

都
道
府
県
労
働
局
長

明
記
な
し

第
75
条

第
2項

学
科
試
験
又
は
実
技
試

験
の
全
部
又
は
一
部
を

免
除
す
る
こ
と
が
で
き

る

都
道
府
県
労
働
局
長

明
記
な
し

第
75
条

第
3項

区
分
ご
と
に
行
う
。

明
記
な
し

都
道
府
県
労
働
局
長

明
記
な
し

第
75
条

第
4項

免
許
試
験
の
実
施
に
つ

い
て
必
要
な
事
項
は
、

厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
。

明
記
な
し

都
道
府
県
労
働
局
長

明
記
な
し

第
75
条
の
2

第
1項

指
定
試
験
機
関
の
指
定

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し
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第
75
条
の
2

第
2項

指
定
は
、
試
験
事
務
を

行
お
う
と
す
る
者
の
申

請
に
よ
り
行
う
。

明
記
な
し

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
75
条
の
2

第
3項

試
験
事
務
の
全
部
又
は

一
部
を
行
う
こ
と
と
さ

れ
た
と
き
は
、
当
該
試

験
事
務
の
全
部
又
は
一

部
を
行
わ
な
い
も
の
と

す
る
。

都
道
府
県
労
働
局
長

明
記
な
し

第
75
条
の
3

第
1項

他
に
指
定
を
受
け
た
者

が
な
く
、
か
つ
、
前
条

第
二
項
の
申
請
が
次
の

各
号
に
適
合
し
て
い
る

と
認
め
る
と
き
で
な
け

れ
ば
、
指
定
を
し
て
は

な
ら
な
い
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
75
条
の
3

第
2項

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
と
き
は
、

指
定
を
し
て
は
な
ら
な

い
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
75
条
の
4

第
1項

試
験
事
務
に
従
事
す
る

指
定
試
験
機
関
の
役
員

の
選
任
及
び
解
任
は
、

厚
生
労
働
大
臣
の
認
可

を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ

の
効
力
を
生
じ
な
い
。

明
記
な
し

指
定
試
験
機
関

明
記
な
し

第
75
条
の
4

第
2項

指
定
試
験
機
関
に
対

し
、
当
該
役
員
を
解
任

す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る

こ
と
が
で
き
る
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
75
条
の
5

第
1項

免
許
を
受
け
る
者
と
し

て
必
要
な
知
識
及
び
能

力
を
有
す
る
か
ど
う
か

の
判
定
に
関
す
る
事
務

に
つ
い
て
は
、
免
許
試

験
員
に
行
わ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

指
定
試
験
機
関

明
記
な
し

第
75
条
の
5

第
2項

免
許
試
験
員
を
選
任
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、

厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
要
件
を
備
え
る
者
の

う
ち
か
ら
選
任
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

指
定
試
験
機
関

明
記
な
し

第
75
条
の
5

第
3項

免
許
試
験
員
を
選
任
し

た
と
き
は
、
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
厚
生
労
働
大

臣
に
そ
の
旨
を
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

免
許
試
験
員
に
変
更
が

あ
つ
た
と
き
も
、
同
様

と
す
る
。

指
定
試
験
機
関

明
記
な
し

第
75
条
の
5

第
4項

免
許
試
験
員
が
、
こ
の

法
律
（
こ
れ
に
基
づ
く

命
令
又
は
処
分
を
含

む
。
）
若
し
く
は
次
条

第
一
項
に
規
定
す
る
試

験
事
務
規
程
に
違
反
す

る
行
為
を
し
た
と
き
、

又
は
試
験
事
務
に
関
し

著
し
く
不
適
当
な
行
為

を
し
た
と
き
は
、
指
定

試
験
機
関
に
対
し
、
当

該
免
許
試
験
員
の
解
任

を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

る
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

－2850－
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フ
リ
ー
コ
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ト
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第
75
条
の
6

第
1項

試
験
事
務
の
開
始
前

に
、
試
験
事
務
の
実
施

に
関
す
る
規
程
を
定

め
、
厚
生
労
働
大
臣
の

認
可
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

指
定
試
験
機
関

明
記
な
し

第
75
条
の
6

第
2項

試
験
事
務
規
程
で
定
め

る
べ
き
事
項
は
、
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る

明
記
な
し

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
75
条
の
6

第
3項

試
験
事
務
規
程
が
試
験

事
務
の
適
正
か
つ
確
実

な
実
施
上
不
適
当
と
な

つ
た
と
認
め
る
と
き

は
、
指
定
試
験
機
関
に

対
し
、
こ
れ
を
変
更
す

べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ

と
が
で
き
る
.

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
75
条
の
7

第
1項

事
業
計
画
及
び
収
支
予

算
を
作
成
し
、
当
該
事

業
年
度
の
開
始
前
に
、

厚
生
労
働
大
臣
の
認
可

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

指
定
試
験
機
関

明
記
な
し

第
75
条
の
7

第
2項

毎
事
業
年
度
の
経
過
後

三
月
以
内
に
、
そ
の
事

業
年
度
の
事
業
報
告
書

及
び
収
支
決
算
書
を
作

成
し
、
厚
生
労
働
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

指
定
試
験
機
関

明
記
な
し

第
75
条
の
8

第
1項

試
験
事
務
に
関
し
て
知

り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し

て
は
な
ら
な
い
。

指
定
試
験
機
関
の
役
員
若
し
く
は
職
員
（
免
許
試
験
員
を
含

む
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
つ
た
者

明
記
な
し

第
75
条
の
8

第
2項

罰
則
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
法
令
に
よ
り
公
務

に
従
事
す
る
職
員
と
み

な
す

指
定
試
験
機
関
の
役
員
若
し
く
は
職
員
（
免
許
試
験
員
を
含

む
。
）

明
記
な
し

第
75
条
の
9

指
定
試
験
機
関
に
対

し
、
試
験
事
務
に
関
し

監
督
上
必
要
な
命
令
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
75
条
の
10

厚
生
労
働
大
臣
の
許
可

を
受
け
な
け
れ
ば
、
試

験
事
務
の
全
部
又
は
一

部
を
休
止
し
、
又
は
廃

止
し
て
は
な
ら
な
い
。

指
定
試
験
機
関

明
記
な
し

第
75
条
の
11

第
1項

指
定
を
取
り
消
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
.

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
75
条
の
11

第
2項

試
験
事
務
の
全
部
若
し

く
は
一
部
の
停
止
を
命

ず
る
.

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
75
条
の
12

第
1項

都
道
府
県
労
働
局
長
に

よ
る
免
許
試
験
の
実
施

都
道
府
県
労
働
局
長

明
記
な
し

－2851－



現
安
衛
法

項
規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た
保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実
質
的

な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

旧
労
基
法

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実

質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

第
75
条
の
12

第
2項

都
道
府
県
労
働
局
長
が

前
項
の
規
定
に
よ
り
試

験
事
務
を
自
ら
行
う
場

合
、
指
定
試
験
機
関
が

第
七
十
五
条
の
十
の
規

定
に
よ
る
厚
生
労
働
大

臣
の
許
可
を
受
け
て
試

験
事
務
の
全
部
若
し
く

は
一
部
を
廃
止
す
る
場

合
、
又
は
前
条
の
規
定

に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣

が
指
定
試
験
機
関
の
指

定
を
取
り
消
し
た
場
合

に
お
け
る
試
験
事
務
の

引
継
ぎ
そ
の
他
の
必
要

な
事
項
に
つ
い
て
は
、

厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
。

明
記
な
し

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
76
条

第
1項

技
能
講
習
別
表
第
十
八

に
掲
げ
る
区
分
ご
と

に
、
学
科
講
習
又
は
実

技
講
習
に
よ
つ
て
行

う
。

明
記
な
し

明
記
な
し

第
76
条

第
2項

技
能
講
習
修
了
証
を
交

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
技
能
講
習
を
行
な
つ
た
者

明
記
な
し

第
76
条

第
3項

技
能
講
習
の
受
講
資
格

及
び
受
講
手
続
そ
の
他

技
能
講
習
の
実
施
に
つ

い
て
必
要
な
事
項
は
、

厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る

明
記
な
し

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
77
条

第
1項

登
録
は
、
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
区
分
ご
と

に
、
技
能
講
習
又
は
教

習
を
行
お
う
と
す
る
者

の
申
請
に
よ
り
行
う
。

明
記
な
し

国
明
記
な
し

第
77
条

第
2項

要
件
の
す
べ
て
に
適
合

し
て
い
る
と
き
は
、
登

録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い

明
記
な
し

国
明
記
な
し

第
77
条

第
3項

準
用

都
道
府
県
労
働
局
長

明
記
な
し

第
77
条

第
4項

登
録
は
、
五
年
以
上
十

年
以
内
に
お
い
て
政
令

で
定
め
る
期
間
ご
と
に

そ
の
更
新
を
受
け
な
け

れ
ば
、
そ
の
期
間
の
経

過
に
よ
つ
て
、
そ
の
効

力
を
失
う
。

明
記
な
し

登
録
教
習
機
関

明
記
な
し

第
77
条

第
5項

読
み
替
え
規
定

明
記
な
し

明
記
な
し

第
77
条

第
6項

計
画
を
作
成
し
、
こ
れ

に
基
づ
い
て
技
能
講
習

又
は
教
習
を
実
施
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い

登
録
教
習
機
関

明
記
な
し

第
77
条

第
7項

規
定
に
従
つ
て
技
能
講

習
又
は
教
習
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

登
録
教
習
機
関

明
記
な
し

第
78
条

第
1項

特
別
安
全
衛
生
改
善
計

画
作
成
し
、
こ
れ
を
厚

生
労
働
大
臣
に
提
出
す

べ
き
こ
と
を
指
示
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
78
条

第
2項

過
半
数
を
代
表
す
る
者

の
意
見
を
聴
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

－2852－



現
安
衛
法

項
規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た
保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実
質
的

な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

旧
労
基
法

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実

質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

第
78
条

第
3項

特
別
安
全
衛
生
改
善
計

画
を
守
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

事
業
者
及
び
労
働
者

明
記
な
し

第
78
条

第
4項

特
別
安
全
衛
生
改
善
計

画
を
変
更
す
べ
き
こ
と

を
指
示
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
78
条

第
5項

指
示
を
受
け
た
事
業
者

が
そ
の
指
示
に
従
わ
な

か
つ
た
場
合
又
は
特
別

安
全
衛
生
改
善
計
画
を

作
成
し
た
事
業
者
が
当

該
特
別
安
全
衛
生
改
善

計
画
を
守
つ
て
い
な
い

と
認
め
る
場
合
に
お
い

て
、
重
大
な
労
働
災
害

が
再
発
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
当
該
事
業
者
に
対

し
、
重
大
な
労
働
災
害

の
再
発
の
防
止
に
関
し

必
要
な
措
置
を
と
る
べ

き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
78
条

第
6項

勧
告
を
受
け
た
事
業
者

が
こ
れ
に
従
わ
な
か
つ

た
と
き
は
、
そ
の
旨
を

公
表
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
79
条

第
1項

事
業
場
の
施
設
そ
の
他

の
事
項
に
つ
い
て
、
労

働
災
害
の
防
止
を
図
る

た
め
総
合
的
な
改
善
措

置
を
講
ず
る
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、

厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
事

業
者
に
対
し
、
当
該
事

業
場
の
安
全
又
は
衛
生

に
関
す
る
改
善
計
画
を

作
成
す
べ
き
こ
と
を
指

示
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

都
道
府
県
労
働
局
長

明
記
な
し

第
79
条

第
2項

読
み
替
え
規
定

都
道
府
県
労
働
局
長

明
記
な
し

第
80
条

第
1項

専
門
的
な
助
言
を
必
要

と
す
る
と
認
め
る
と
き

は
、
当
該
事
業
者
に
対

し
、
労
働
安
全
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
又
は
労
働
衛

生
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に

よ
る
安
全
又
は
衛
生
に

係
る
診
断
を
受
け
、
か

つ
、
特
別
安
全
衛
生
改

善
計
画
の
作
成
又
は
変

更
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら

の
者
の
意
見
を
聴
く
べ

き
こ
と
を
勧
奨
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
80
条

第
2項

準
用
、
読
み
替
え

都
道
府
県
労
働
局
長

明
記
な
し

第
81
条

第
1項

労
働
安
全
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
の
名
称
を
用
い

て
、
他
人
の
求
め
に
応

じ
報
酬
を
得
て
、
労
働

者
の
安
全
の
水
準
の
向

上
を
図
る
た
め
、
事
業

場
の
安
全
に
つ
い
て
の

診
断
及
び
こ
れ
に
基
づ

く
指
導
を
行
な
う
こ
と

を
業
と
す
る
。

労
働
安
全
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

明
記
な
し

－2853－



現
安
衛
法

項
規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た
保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実
質
的

な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

旧
労
基
法

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実

質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

第
81
条

第
2項

労
働
衛
生
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
の
名
称
を
用
い

て
、
他
人
の
求
め
に
応

じ
報
酬
を
得
て
、
労
働

者
の
衛
生
の
水
準
の
向

上
を
図
る
た
め
、
事
業

場
の
衛
生
に
つ
い
て
の

診
断
及
び
こ
れ
に
基
づ

く
指
導
を
行
な
う
こ
と

を
業
と
す
る
。

労
働
衛
生
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

明
記
な
し

第
82
条

第
1項

安
全
コ
ン
サ
ル
試
験
の

実
施

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
82
条

第
2項

労
働
安
全
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
試
験
は
、
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
区
分

ご
と
に
、
筆
記
試
験
及

び
口
述
試
験
に
よ
つ
て

行
な
う
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
82
条

第
3項

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
者
で
な
け
れ

ば
、
労
働
安
全
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
試
験
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

受
験
者

明
記
な
し

第
82
条

第
4項

厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
資
格
を
有
す
る
者
に

対
し
、
第
二
項
の
筆
記

試
験
又
は
口
述
試
験
の

全
部
又
は
一
部
を
免
除

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
83
条

第
1項

労
働
衛
生
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
試
験
は
、
厚
生
労

働
大
臣
が
行
な
う
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
83
条

第
2項

読
み
替
え

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
83
条
の
2

指
定
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

試
験
機
関
に
労
働
安
全

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
試
験

又
は
労
働
衛
生
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
試
験
の
実
施

に
関
す
る
事
務
の
全
部

又
は
一
部
を
行
わ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
83
条
の
3

指
定
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

試
験
機
関
の
指
定
等
に

つ
い
て
の
準
用

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
84
条

第
1項

厚
生
労
働
省
に
備
え
る

労
働
安
全
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
名
簿
又
は
労
働
衛

生
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
名

簿
に
、
氏
名
、
事
務
所

の
所
在
地
そ
の
他
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
事

項
の
登
録
を
受
け
て
、

労
働
安
全
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
又
は
労
働
衛
生
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
な
る

こ
と
が
で
き
る
。

労
働
安
全
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
試
験
又
は
労
働
衛
生
コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
試
験
に
合
格
し
た
者

明
記
な
し

第
84
条

第
2項

登
録
で
き
な
い

明
記
な
し

労
働
安
全
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
試
験
又
は
労
働
衛

生
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
試

験
に
合
格
し
た
者

明
記
な
し

第
85
条

第
1項

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
登

録
を
取
り
消
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
85
条

第
2項

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
登

録
を
取
り
消
せ
る
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
85
条
の
3

読
み
替
え

明
記
な
し

－2854－



現
安
衛
法

項
規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た
保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実
質
的

な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

旧
労
基
法

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実

質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

第
86
条

第
1項

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
信

用
を
傷
つ
け
、
又
は
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
全
体
の

不
名
誉
と
な
る
よ
う
な

行
為
を
し
て
は
な
ら
な

い
。

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

明
記
な
し

第
86
条

第
2項

そ
の
業
務
に
関
し
て
知

り
得
た
秘
密
を
漏
ら

し
、
又
は
盗
用
し
て
は

な
ら
な
い
。
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
で
な
く
な
つ
た

後
に
お
い
て
も
、
同
様

と
す
る
。

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

明
記
な
し

第
87
条

第
1項

そ
の
名
称
中
に
日
本
労

働
安
全
衛
生
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
会
と
い
う
文
字

を
用
い
る
一
般
社
団
法

人
は
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
を
社
員
と
す
る
旨
の

定
款
の
定
め
が
あ
り
、

か
つ
、
全
国
の
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
の
品
位
の
保

持
及
び
そ
の
業
務
の
進

歩
改
善
に
資
す
る
た

め
、
社
員
の
指
導
及
び

連
絡
に
関
す
る
事
務
を

全
国
的
に
行
う
こ
と
を

目
的
と
す
る
も
の
に
限

り
、
設
立
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会

明
記
な
し

第
87
条

第
2項

定
款
を
変
更
で
き
な
い

明
記
な
し

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会

明
記
な
し

第
87
条

第
3項

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会

は
、
成
立
し
た
と
き

は
、
成
立
の
日
か
ら
二

週
間
以
内
に
、
登
記
事

項
証
明
書
及
び
定
款
の

写
し
を
添
え
て
、
そ
の

旨
を
厚
生
労
働
大
臣
に

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会

明
記
な
し

第
87
条

第
4項

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
の

業
務
は
、
厚
生
労
働
大

臣
の
監
督
に
属
す
る

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
87
条

第
5項

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
の

業
務
の
適
正
な
実
施
を

確
保
す
る
た
め
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
い
つ
で
も
、
当
該

業
務
及
び
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
会
の
財
産
の
状
況

を
検
査
し
、
又
は
コ
ン

サ
ル
タ
ン
ト
会
に
対

し
、
当
該
業
務
に
関
し

監
督
上
必
要
な
命
令
を

す
る
こ
と
が
で
き
る

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
87
条

第
6項

称
中
に
日
本
労
働
安
全

衛
生
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

会
と
い
う
文
字
を
用
い

て
は
な
ら
な
い

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
以
外
の
者

明
記
な
し
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現
安
衛
法

項
規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た
保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実
質
的

な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

旧
労
基
法

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実

質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

第
88
条

第
1項

機
械
等
で
、
危
険
若
し

く
は
有
害
な
作
業
を
必

要
と
す
る
も
の
、
危
険

な
場
所
に
お
い
て
使
用

す
る
も
の
又
は
危
険
若

し
く
は
健
康
障
害
を
防

止
す
る
た
め
使
用
す
る

も
の
の
う
ち
、
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
も
の

を
設
置
し
、
若
し
く
は

移
転
し
、
又
は
こ
れ
ら

の
主
要
構
造
部
分
を
変

更
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
そ
の
計
画
を
当
該

工
事
の
開
始
の
日
の
三

十
日
前
ま
で
に
、
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
労
働
基

準
監
督
署
長
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

第
54
条

第
1項

常
時
十
人
以
上
の
労
働
者
を
就
業
さ
せ

る
事
業
、
命
令
で
定
め
る
危
險
な
事
業

又
は
衞
生
上
有
害
な
事
業
の
建
設
物
、

寄
宿
舍
そ
の
他
の
附
属
建
設
物
又
は
設

備
を
設
置
し
、
移
轉
し
、
又
は
変
更
し

よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
四

十
五
條
又
は
第
九
十
六
條
の
規
定
に
基

い
て
発
す
る
命
令
で
定
め
る
危
害
防
止

等
に
関
す
る
基
準
に
則
り
定
め
た
計
画

を
、
工
事
着
手
十
四
日
前
ま
で
に
、
行

政
官
廳
に
屆
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

使
用
者

明
記
さ
れ
て
い
な
い

第
88
条

第
2項

建
設
業
に
属
す
る
事
業

の
仕
事
の
う
ち
重
大
な

労
働
災
害
を
生
ず
る
お

そ
れ
が
あ
る
特
に
大
規

模
な
仕
事
で
、
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
も
の

を
開
始
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
そ
の
計
画
を

当
該
仕
事
の
開
始
の
日

の
三
十
日
前
ま
で
に
、

厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚

生
労
働
大
臣
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

第
88
条

第
3項

建
設
業
そ
の
他
政
令
で

定
め
る
業
種
に
属
す
る

事
業
の
仕
事
（
建
設
業

に
属
す
る
事
業
に
あ
つ

て
は
、
前
項
の
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
仕
事

を
除
く
。
）
で
、
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
も

の
を
開
始
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
そ
の
計
画

を
当
該
仕
事
の
開
始
の

日
の
十
四
日
前
ま
で

に
、
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
労
働
基
準
監
督
署

長
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

第
88
条

第
4項

届
出
に
係
る
工
事
の
う

ち
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
工
事
の
計
画
、
第

二
項
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
仕
事
の
計
画

又
は
前
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
に
係
る
仕
事
の

う
ち
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
仕
事
の
計
画
を

作
成
す
る
と
き
は
、
当

該
工
事
に
係
る
建
設
物

若
し
く
は
機
械
等
又
は

当
該
仕
事
か
ら
生
ず
る

労
働
災
害
の
防
止
を
図

る
た
め
、
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
資
格
を
有

す
る
者
を
参
画
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し
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現
安
衛
法

項
規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た
保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実
質
的

な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

旧
労
基
法

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実

質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

第
88
条

第
5項

当
該
仕
事
が
数
次
の
請

負
契
約
に
よ
つ
て
行
わ

れ
る
場
合
に
お
い
て
、

当
該
仕
事
を
自
ら
行
う

発
注
者
が
い
る
と
き
は

当
該
発
注
者
以
外
の
事

業
者
、
当
該
仕
事
を
自

ら
行
う
発
注
者
が
い
な

い
と
き
は
元
請
負
人
以

外
の
事
業
者
に
つ
い
て

は
、
適
用
し
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

第
88
条

第
6項

届
出
を
し
た
事
業
者
に

対
し
、
そ
の
届
出
に
係

る
工
事
若
し
く
は
仕
事

の
開
始
を
差
し
止
め
、

又
は
当
該
計
画
を
変
更

す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る

こ
と
が
で
き
る

労
働
基
準
監
督
署
長

明
記
な
し

第
54
条

第
2項

労
働
者
の
安
全
及
び
衞
生
に
必
要
で
あ

る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
工
事

の
着
工
を
差
し
止
め
、
又
は
計
画
の
変

更
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

行
政
官
庁

労
働
者

第
88
条

第
7項

届
出
を
し
た
事
業
者
に

対
し
、
そ
の
届
出
に
係

る
工
事
若
し
く
は
仕
事

の
開
始
を
差
し
止
め
、

又
は
当
該
計
画
を
変
更

す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る

こ
と
が
で
き
る

厚
生
労
働
大
臣
又
は
労
働
基
準
監
督
署
長

明
記
な
し

第
89
条

第
1項

届
出
が
あ
つ
た
計
画
の

う
ち
、
高
度
の
技
術
的

検
討
を
要
す
る
も
の
に

つ
い
て
審
査
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
89
条

第
2項

審
査
を
行
な
う
に
当
た

つ
て
は
、
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
学
識
経
験
者
の

意
見
を
き
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
89
条

第
3項

審
査
の
結
果
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、

届
出
を
し
た
事
業
者
に

対
し
、
労
働
災
害
の
防

止
に
関
す
る
事
項
に
つ

い
て
必
要
な
勧
告
又
は

要
請
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
89
条

第
4項

勧
告
又
は
要
請
を
す
る

に
当
た
つ
て
は
、
あ
ら

か
じ
め
、
当
該
届
出
を

し
た
事
業
者
の
意
見
を

き
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
89
条

第
5項

計
画
に
関
し
て
そ
の
意

見
を
求
め
ら
れ
た
学
識

経
験
者
は
、
当
該
計
画

に
関
し
て
知
り
得
た
秘

密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら

な
い
。

学
識
経
験
者

明
記
な
し

第
89
条
の
2

第
1項

届
出
が
あ
つ
た
計
画
の

う
ち
、
前
条
第
一
項
の

高
度
の
技
術
的
検
討
を

要
す
る
も
の
に
準
ず
る

も
の
と
し
て
当
該
計
画

に
係
る
建
設
物
若
し
く

は
機
械
等
又
は
仕
事
の

規
模
そ
の
他
の
事
項
を

勘
案
し
て
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
も
の
に
つ

い
て
審
査
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

都
道
府
県
労
働
局
長

明
記
な
し
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現
安
衛
法

項
規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た
保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実
質
的

な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

旧
労
基
法

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実

質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

第
89
条
の
2

第
2項

準
用

都
道
府
県
労
働
局
長

明
記
な
し

第
90
条

こ
の
法
律
の
施
行
に
関

す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど

る
労
働
基
準
監
督
署
長
及
び
労
働
基
準
監
督
官

明
記
な
し

第
91
条

第
1項

こ
の
法
律
を
施
行
す
る

た
め
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
事
業
場

に
立
ち
入
り
、
関
係
者

に
質
問
し
、
帳
簿
、
書

類
そ
の
他
の
物
件
を
検

査
し
、
若
し
く
は
作
業

環
境
測
定
を
行
い
、
又

は
検
査
に
必
要
な
限
度

に
お
い
て
無
償
で
製

品
、
原
材
料
若
し
く
は

器
具
を
収
去
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

労
働
基
準
監
督
官

明
記
な
し

第
91
条

第
2項

疾
病
に
か
か
つ
た
疑
い

の
あ
る
労
働
者
の
検
診

を
行
な
う
こ
と
が
で
き

る
。

医
師
で
あ
る
労
働
基
準
監
督
官

明
記
な
し

第
91
条

第
3項

労
働
基
準
監
督
官
は
、

そ
の
身
分
を
示
す
証
票

を
携
帯
し
、
関
係
者
に

提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

労
働
基
準
監
督
官

明
記
な
し

第
91
条

第
4項

立
入
検
査
の
権
限
は
、

犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認

め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈

し
て
は
な
ら
な
い

明
記
な
し

明
記
な
し

第
92
条

司
法
警
察
員
の
職
務

労
働
基
準
監
督
官

明
記
な
し

第
93
条

第
1項

厚
生
労
働
省
、
都
道
府

県
労
働
局
及
び
労
働
基

準
監
督
署
に
、
産
業
安

全
専
門
官
及
び
労
働
衛

生
専
門
官
を
置
く
。

明
記
な
し

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
93
条

第
2項

許
可
、
特
別
安
全
衛
生

改
善
計
画
、
安
全
衛
生

改
善
計
画
及
び
届
出
に

関
す
る
事
務
並
び
に
労

働
災
害
の
原
因
の
調
査

そ
の
他
特
に
専
門
的
知

識
を
必
要
と
す
る
事
務

で
、
安
全
に
係
る
も
の

を
つ
か
さ
ど
る
ほ
か
、

事
業
者
、
労
働
者
そ
の

他
の
関
係
者
に
対
し
、

労
働
者
の
危
険
を
防
止

す
る
た
め
必
要
な
事
項

に
つ
い
て
指
導
及
び
援

助
を
行
う
。

産
業
安
全
専
門
官

明
記
な
し

－2858－



現
安
衛
法

項
規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た
保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実
質
的

な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

旧
労
基
法

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実

質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

第
93
条

第
3項

勧
告
、
第
五
十
七
条
の

五
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
指
示
、
第
六
十
五
条

の
規
定
に
よ
る
作
業
環

境
測
定
に
つ
い
て
の
専

門
技
術
的
事
項
、
特
別

安
全
衛
生
改
善
計
画
、

安
全
衛
生
改
善
計
画
及

び
届
出
に
関
す
る
事
務

並
び
に
労
働
災
害
の
原

因
の
調
査
そ
の
他
特
に

専
門
的
知
識
を
必
要
と

す
る
事
務
で
、
衛
生
に

係
る
も
の
を
つ
か
さ
ど

る
ほ
か
、
事
業
者
、
労

働
者
そ
の
他
の
関
係
者

に
対
し
、
労
働
者
の
健

康
障
害
を
防
止
す
る
た

め
必
要
な
事
項
及
び
労

働
者
の
健
康
の
保
持
増

進
を
図
る
た
め
必
要
な

事
項
に
つ
い
て
指
導
及

び
援
助
を
行
う
。

労
働
衛
生
専
門
官

明
記
な
し

第
93
条

第
4項

産
業
安
全
専
門
官
及
び

労
働
衛
生
専
門
官
に
つ

い
て
必
要
な
事
項
は
、

厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る

明
記
な
し

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
94
条

第
1項

産
業
安
全
専
門
官
及
び

労
働
衛
生
専
門
官
の
権

限
産
業
安
全
専
門
官
又
は
労
働
衛
生
専
門
官

明
記
な
し

第
94
条

第
2項

準
用

産
業
安
全
専
門
官
又
は
労
働
衛
生
専
門
官

明
記
な
し

第
95
条

第
1項

都
道
府
県
労
働
局
に
、

労
働
衛
生
指
導
医
を
置

く
明
記
な
し

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
95
条

第
2項

労
働
者
の
衛
生
に
関
す

る
事
務
に
参
画
す
る

労
働
衛
生
指
導
医

明
記
な
し

第
95
条

第
3項

労
働
衛
生
に
関
し
学
識

経
験
を
有
す
る
医
師
の

う
ち
か
ら
、
厚
生
労
働

大
臣
が
任
命

労
働
衛
生
指
導
医

明
記
な
し

第
95
条

第
4項

非
常
勤
と
す
る

労
働
衛
生
指
導
医

明
記
な
し

第
96
条

第
1項

職
員
を
し
て
当
該
型
式

検
定
を
受
け
た
者
の
事

業
場
又
は
当
該
型
式
検

定
に
係
る
機
械
等
若
し

く
は
設
備
等
の
所
在
す

る
と
認
め
る
場
所
に
立

ち
入
り
、
関
係
者
に
質

問
さ
せ
、
又
は
当
該
機

械
等
若
し
く
は
設
備
等

そ
の
他
の
物
件
を
検
査

さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
96
条

第
2項

ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
事
務

所
に
立
ち
入
り
、
関
係

者
に
質
問
さ
せ
、
又
は

そ
の
業
務
に
関
係
の
あ

る
帳
簿
若
し
く
は
書
類

を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
96
条

第
3項

職
員
を
し
て
こ
れ
ら
の

事
務
所
に
立
ち
入
り
、

関
係
者
に
質
問
さ
せ
、

又
は
そ
の
業
務
に
関
係

の
あ
る
帳
簿
、
書
類
そ

の
他
の
物
件
を
検
査
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る

厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
労
働
局
長

明
記
な
し

－2859－



現
安
衛
法

項
規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た
保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実
質
的

な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

旧
労
基
法

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実

質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

第
96
条

第
4項

労
働
衛
生
指
導
医
を
し

て
事
業
場
に
立
ち
入

り
、
関
係
者
に
質
問
さ

せ
、
又
は
作
業
環
境
測

定
若
し
く
は
健
康
診
断

の
結
果
の
記
録
そ
の
他

の
物
件
を
検
査
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る

都
道
府
県
労
働
局
長

明
記
な
し

第
96
条

第
5項

各
項
の
規
定
に
よ
る
立

入
検
査
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

厚
生
労
働
大
臣

都
道
府
県
労
働
局
長

明
記
な
し

第
96
条
の
2

第
1項

労
働
災
害
の
規
模
そ
の

他
の
状
況
か
ら
判
断
し

て
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
独
立
行
政

法
人
労
働
者
健
康
安
全

機
構
に
、
当
該
調
査
を

行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き

る

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
96
条
の
2

第
2項

機
構
に
、
第
九
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る

立
入
検
査
を
行
わ
せ
る

こ
と
が
で
き
る

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
96
条
の
2

第
3項

機
構
に
立
入
検
査
を
行

わ
せ
る
場
合
に
は
、
機

構
に
対
し
、
当
該
立
入

検
査
の
場
所
そ
の
他
必

要
な
事
項
を
示
し
て
こ

れ
を
実
施
す
べ
き
こ
と

を
指
示

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
96
条
の
2

第
4項

指
示
に
従
つ
て
立
入
検

査
を
行
つ
た
と
き
は
、

そ
の
結
果
を
厚
生
労
働

大
臣
に
報
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い

機
構

明
記
な
し

第
96
条
の
2

第
5項

立
入
検
査
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構
の
職
員

明
記
な
し

第
96
条
の
3

機
構
に
対
し
、
こ
れ
ら

の
業
務
に
関
し
必
要
な

命
令

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
97
条

第
1項

事
業
場
に
こ
の
法
律
又

は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令

の
規
定
に
違
反
す
る
事

実
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
事
実
を
都
道
府
県
労

働
局
長
、
労
働
基
準
監

督
署
長
又
は
労
働
基
準

監
督
官
に
申
告
し
て
是

正
の
た
め
適
当
な
措
置

を
と
る
よ
う
に
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

労
働
者

明
記
な
し

第
10
4条

第
1項

事
業
場
に
、
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律

に
基
い
て
発
す
る
命
令
に
違
反
す
る
事

実
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
労
働
者

は
、
そ
の
事
実
を
行
政
官
廳
又
は
労
働

基
準
監
督
官
に
申
吿
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

労
働
者

明
記
な
し

第
97
条

第
2項

申
告
を
し
た
こ
と
を
理

由
と
し
て
、
労
働
者
に

対
し
、
解
雇
そ
の
他
不

利
益
な
取
扱
い
を
し
て

は
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

第
10
4条

第
2項

使
用
者
は
、
前
項
の
申
吿
を
し
た
こ
と

を
理
由
と
し
て
、
労
働
者
に
対
し
て
解

雇
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
を
し
て
は
な

ら
な
い
。

使
用
者

労
働
者

－2860－



現
安
衛
法

項
規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た
保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実
質
的

な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

旧
労
基
法

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実

質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

第
98
条

第
1項

規
定
に
違
反
す
る
事
実

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

違
反
し
た
事
業
者
、
注

文
者
、
機
械
等
貸
与
者

又
は
建
築
物
貸
与
者
に

対
し
、
作
業
の
全
部
又

は
一
部
の
停
止
、
建
設

物
等
の
全
部
又
は
一
部

の
使
用
の
停
止
又
は
変

更
そ
の
他
労
働
災
害
を

防
止
す
る
た
め
必
要
な

事
項
を
命
ず
る
こ
と
が

で
き
る
。

都
道
府
県
労
働
局
長
又
は
労
働
基
準
監
督
署
長

明
記
な
し

第
54
条

第
1項

労
働
者
を
就
業
さ
せ
る
事
業
の
建
設

物
、
寄
宿
舍
そ
の
他
の
附
属
建
設
物
若

し
く
は
設
備
又
は
原
料
若
し
く
は
材
料

が
、
安
全
及
び
衞
生
に
関
し
定
め
ら
れ

た
基
準
に
反
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

行
政
官
廳
は
、
使
用
者
に
対
し
て
、
そ

の
全
部
又
は
一
部
の
使
用
の
停
止
、
変

更
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
命
ず
る
こ
と

が
で
き
る
。

行
政
官
庁

明
記
さ
れ
て
い
な
い

第
98
条

第
2項

必
要
な
事
項
を
労
働

者
、
請
負
人
又
は
建
築

物
の
貸
与
を
受
け
て
い

る
者
に
命
ず
る
こ
と
が

で
き
る

都
道
府
県
労
働
局
長
又
は
労
働
基
準
監
督
署
長

明
記
な
し

第
54
条

第
2項

第
54
条
第
1項

の
場
合
に
お
い
て
、
行

政
官
廳
は
、
使
用
者
に
命
じ
た
事
項
に

つ
い
て
必
要
な
事
項
を
労
働
者
に
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
。

行
政
官
庁

第
98
条

第
3項

都
道
府
県
労
働
局
長
又

は
労
働
基
準
監
督
署
長

の
権
限
を
即
時
に
行
う

こ
と
が
で
き
る

労
働
基
準
監
督
官

明
記
な
し

労
働
者

第
98
条

第
4項

労
働
災
害
を
防
止
す
る

た
め
必
要
な
事
項
に
つ

い
て
勧
告
又
は
要
請
を

行
う
こ
と
が
で
き
る

都
道
府
県
労
働
局
長
又
は
労
働
基
準
監
督
署
長

明
記
な
し

第
99
条

第
1項

労
働
災
害
発
生
の
急
迫

し
た
危
険
が
あ
り
、
か

つ
、
緊
急
の
必
要
が
あ

る
と
き
は
、
必
要
な
限

度
に
お
い
て
、
事
業
者

に
対
し
、
作
業
の
全
部

又
は
一
部
の
一
時
停

止
、
建
設
物
等
の
全
部

又
は
一
部
の
使
用
の
一

時
停
止
そ
の
他
当
該
労

働
災
害
を
防
止
す
る
た

め
必
要
な
応
急
の
措
置

を
講
ず
る
こ
と
を
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
。

都
道
府
県
労
働
局
長
又
は
労
働
基
準
監
督
署
長

明
記
な
し

第
99
条

第
2項

必
要
な
事
項
を
労
働
者

に
命
ず
る
こ
と
が
で
き

る
。

都
道
府
県
労
働
局
長
又
は
労
働
基
準
監
督
署
長

明
記
な
し

第
99
条
の
2

第
1項

労
働
災
害
防
止
業
務
従

事
者
に
都
道
府
県
労
働

局
長
の
指
定
す
る
者
が

行
う
講
習
を
受
け
さ
せ

る
よ
う
指
示
す
る
こ
と

が
で
き
る

都
道
府
県
労
働
局
長

明
記
な
し

労
働
災
害
防
止
業
務
従

事
者

第
99
条
の
2

第
2項

労
働
災
害
防
止
業
務
従

事
者
に
同
項
の
講
習
を

受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い

事
業
者

明
記
な
し

労
働
災
害
防
止
業
務
従

事
者

第
99
条
の
2

第
3項

必
要
な
事
項
は
、
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る

明
記
な
し

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

労
働
災
害
防
止
業
務
従

事
者

第
10
0条

第
1項

事
業
者
、
労
働
者
、
機

械
等
貸
与
者
、
建
築
物

貸
与
者
又
は
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
に
対
し
、
必
要

な
事
項
を
報
告
さ
せ
、

又
は
出
頭
を
命
ず
る
こ

と
が
で
き
る

厚
生
労
働
大
臣
、
都
道
府
県
労
働
局
長
又
は
労
働
基
準
監
督
署
長

明
記
な
し

第
10
0条

第
2項

登
録
製
造
時
等
検
査
機

関
等
に
対
し
、
必
要
な

事
項
を
報
告
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る

厚
生
労
働
大
臣
、
都
道
府
県
労
働
局
長
又
は
労
働
基
準
監
督
署
長

明
記
な
し

－2861－



現
安
衛
法

項
規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た
保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実
質
的

な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

旧
労
基
法

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実

質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

第
10
0条

第
3項

事
業
者
又
は
労
働
者
に

対
し
、
必
要
な
事
項
を

報
告
さ
せ
、
又
は
出
頭

を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

る

労
働
基
準
監
督
官

明
記
な
し

10
1

第
10
1条

第
1項

こ
の
法
律
及
び
こ
れ
に

基
づ
く
命
令
の
要
旨
を

常
時
各
作
業
場
の
見
や

す
い
場
所
に
掲
示
し
、

又
は
備
え
付
け
る
こ
と

そ
の
他
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
方
法
に
よ

り
、
労
働
者
に
周
知
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

事
業
者

明
記
な
し

第
10
1条

第
2項

産
業
医
の
業
務
に
関
す

る
事
項
で
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
も
の
を
、

常
時
各
作
業
場
の
見
や

す
い
場
所
に
掲
示

産
業
医
を
選
任
し
た
事
業
者

明
記
な
し

第
10
1条

第
3項

労
働
者
の
健
康
管
理
等

の
全
部
又
は
一
部
を
行

わ
せ
る
事
業
者
に
つ
い

て
準
用
す
る

事
業
者

明
記
な
し

第
10
1条

第
4項

化
学
物
質
、
化
学
物
質

を
含
有
す
る
製
剤
そ
の

他
の
物
で
当
該
通
知
さ

れ
た
事
項
に
係
る
も
の

を
取
り
扱
う
各
作
業
場

の
見
や
す
い
場
所
に
常

時
掲
示
し
、
又
は
備
え

付
け
る
こ
と
そ
の
他
の

厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
方
法
に
よ
り
、
当
該

物
を
取
り
扱
う
労
働
者

に
周
知

事
業
者

明
記
な
し

第
10
2条

工
作
物
に
よ
る
労
働
災

害
の
発
生
を
防
止
す
る

た
め
に
と
る
べ
き
措
置

に
つ
い
て
の
教
示
を
求

め
ら
れ
た
と
き
は
、
こ

れ
を
教
示
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

ガ
ス
工
作
物
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
工
作
物
を
設
け
て
い
る
者

明
記
な
し

第
10
3条

第
1項

こ
の
法
律
又
は
こ
れ
に

基
づ
く
命
令
の
規
定
に

基
づ
い
て
作
成
し
た
書

類
（
次
項
及
び
第
三
項

の
帳
簿
を
除
く
。
）

を
、
保
存
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

第
10
3条

第
2項

省
令
で
定
め
る
も
の
を

記
載
し
た
帳
簿
を
備

え
、
こ
れ
を
保
存
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
、
登
録
性
能
検
査
機
関
、
登
録
個
別
検

定
機
関
、
登
録
型
式
検
定
機
関
、
検
査
業
者
、
指
定
試
験
機
関
、

登
録
教
習
機
関
、
指
定
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
試
験
機
関
又
は
指
定
登

録
機
関

明
記
な
し

第
10
3条

第
3項

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
そ
の
業
務
に

関
す
る
事
項
で
、
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
も

の
を
記
載
し
た
帳
簿
を

備
え
、
こ
れ
を
保
存
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

明
記
な
し

－2862－



現
安
衛
法

項
規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た
保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実
質
的

な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

旧
労
基
法

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実

質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

第
10
4条

第
1項

こ
の
法
律
又
は
こ
れ
に

基
づ
く
命
令
の
規
定
に

よ
る
措
置
の
実
施
に
関

し
、
労
働
者
の
心
身
の

状
態
に
関
す
る
情
報
を

収
集
し
、
保
管
し
、
又

は
使
用
す
る
に
当
た
つ

て
は
、
労
働
者
の
健
康

の
確
保
に
必
要
な
範
囲

内
で
労
働
者
の
心
身
の

状
態
に
関
す
る
情
報
を

収
集
し
、
並
び
に
当
該

収
集
の
目
的
の
範
囲
内

で
こ
れ
を
保
管
し
、
及

び
使
用
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
本

人
の
同
意
が
あ
る
場
合

そ
の
他
正
当
な
事
由
が

あ
る
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

第
10
4条

第
2項

労
働
者
の
心
身
の
状
態

に
関
す
る
情
報
を
適
正

に
管
理
す
る
た
め
に
必

要
な
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

第
10
4条

第
3項

事
業
者
が
講
ず
べ
き
措

置
の
適
切
か
つ
有
効
な

実
施
を
図
る
た
め
必
要

な
指
針
を
公
表
す
る
も

の
と
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
10
4条

第
4項

指
針
を
公
表
し
た
場
合

に
お
い
て
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
事

業
者
又
は
そ
の
団
体
に

対
し
、
当
該
指
針
に
関

し
必
要
な
指
導
等
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
10
5条

施
に
関
し
て
知
り
得
た

労
働
者
の
秘
密
を
漏
ら

し
て
は
な
ら
な
い

面
接
指
導
の
実
施
の
事
務
に
従
事
し
た
者

明
記
な
し

第
10
6条

第
1項

金
融
上
の
措
置
、
技
術

上
の
助
言
そ
の
他
必
要

な
援
助
を
行
う
よ
う
に

努
め
る
も
の
と
す
る

国
明
記
な
し

第
10
6条

第
2項

中
小
企
業
者
に
対
し
、

特
別
の
配
慮

国
明
記
な
し

第
10
7条

安
全
管
理
者
、
衛
生
管

理
者
、
安
全
衛
生
推
進

者
、
衛
生
推
進
者
、
産

業
医
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
そ
の
他
労
働
災
害
の

防
止
の
た
め
の
業
務
に

従
事
す
る
者
の
資
質
の

向
上
を
図
り
、
及
び
労

働
者
の
労
働
災
害
防
止

の
思
想
を
高
め
る
た

め
、
資
料
の
提
供
そ
の

他
必
要
な
援
助
を
行
う

よ
う
に
努
め
る
も
の
と

す
る

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
10
8条

労
働
災
害
の
防
止
に
資

す
る
科
学
技
術
の
振
興

を
図
る
た
め
、
研
究
開

発
の
推
進
及
び
そ
の
成

果
の
普
及
そ
の
他
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
よ
う

に
努
め
る
も
の
と
す

る
。

政
府

明
記
な
し

－2863－



現
安
衛
法

項
規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た
保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実
質
的

な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

旧
労
基
法

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実

質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

第
10
8条

の
2

第
1項

労
働
者
が
さ
ら
さ
れ
る

化
学
物
質
等
又
は
労
働

者
の
従
事
す
る
作
業
と

労
働
者
の
疾
病
と
の
相

関
関
係
を
は
握
す
る
た

め
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
疫
学
的
調

査
そ
の
他
の
調
査
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て

「
疫
学
的
調
査
等
」
と

い
う
。
）
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
。

厚
生
労
働
大
臣

労
働
者

第
10
8条

の
2

第
2項

疫
学
的
調
査
等
の
実
施

に
関
す
る
事
務
の
全
部

又
は
一
部
を
、
疫
学
的

調
査
等
に
つ
い
て
専
門

的
知
識
を
有
す
る
者
に

委
託
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
10
8条

の
2

第
3項

疫
学
的
調
査
等
の
実
施

に
関
し
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
事
業

者
、
労
働
者
そ
の
他
の

関
係
者
に
対
し
、
質
問

し
、
又
は
必
要
な
報
告

若
し
く
は
書
類
の
提
出

を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

厚
生
労
働
大
臣
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者

明
記
な
し

第
10
8条

の
2

第
4項

実
施
に
関
し
て
知
り
得

た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

労
働
者
の
健
康
障
害
を

防
止
す
る
た
め
や
む
を

得
な
い
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

厚
生
労
働
大
臣
が
委
託
し
た
疫
学
的
調
査
等
の
実
施
の
事
務
に
従

事
し
た
者

明
記
な
し

第
10
9条

労
働
災
害
の
防
止
の
た

め
の
施
策
を
進
め
る
に

当
た
つ
て
は
、
地
方
公

共
団
体
の
立
場
を
尊
重

し
、
こ
れ
と
密
接
に
連

絡
し
、
そ
の
理
解
と
協

力
を
求
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

国
明
記
な
し

第
11
0条

第
1項

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ

る
許
可
、
免
許
、
指
定

又
は
登
録
（
第
五
十
四

条
の
三
第
一
項
又
は
第

八
十
四
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
登
録
に
限

る
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
は
、
条
件
を

付
し
、
及
び
こ
れ
を
変

更
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

明
記
な
し

国
明
記
な
し

第
11
0条

第
2項

当
該
許
可
、
免
許
、
指

定
又
は
登
録
に
係
る
事

項
の
確
実
な
実
施
を
図

る
た
め
必
要
な
最
少
限

度
の
も
の
に
限
り
、
か

つ
、
当
該
許
可
、
免

許
、
指
定
又
は
登
録
を

受
け
る
者
に
不
当
な
義

務
を
課
す
る
こ
と
と
な

る
も
の
で
あ
つ
て
は
な

ら
な
い
。

明
記
な
し

国
明
記
な
し

－2864－



現
安
衛
法

項
規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た
保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実
質
的

な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

旧
労
基
法

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実

質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

第
11
1条

第
1項

検
査
、
性
能
検
査
、
個

別
検
定
又
は
型
式
検
定

の
結
果
に
つ
い
て
の
処

分
に
つ
い
て
は
、
審
査

請
求
を
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

明
記
な
し

検
査
業
者
を
受
け
よ
う

と
す
る
者

明
記
な
し

第
11
1条

第
2項

指
定
試
験
機
関
が
行
う

試
験
事
務
に
係
る
処
分

若
し
く
は
そ
の
不
作

為
、
指
定
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
試
験
機
関
が
行
う

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
試
験

事
務
に
係
る
処
分
若
し

く
は
そ
の
不
作
為
又
は

指
定
登
録
機
関
が
行
う

登
録
事
務
に
係
る
処
分

若
し
く
は
そ
の
不
作
為

に
つ
い
て
は
、
厚
生
労

働
大
臣
に
対
し
、
審
査

請
求
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

明
記
な
し

検
査
業
者
を
受
け
よ
う

と
す
る
者

明
記
な
し

第
11
2条

第
1項

手
数
料
を
国
（
指
定
試

験
機
関
が
行
う
免
許
試

験
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
に
あ
つ
て
は
指
定
試

験
機
関
、
指
定
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
試
験
機
関
が

行
う
労
働
安
全
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
試
験
又
は
労

働
衛
生
コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
試
験
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
に
あ
つ
て
は
指

定
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
試

験
機
関
、
指
定
登
録
機

関
が
行
う
登
録
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ

て
は
指
定
登
録
機
関
）

に
納
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
、
第
十
四
条
、
第
六
十
一
条
第
一
項

又
は
第
七
十
五
条
第
三
項
の
登
録
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
、
技
能
講
習
（
登
録
教
習
機
関
が
行
う
も
の
を
除
く
。
）
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
、
第
三
十
七
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
、
第
三
十
八
条
の
検
査
（
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
が
行

う
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
、
第
三
十
八
条
第
一

項
、
第
四
十
一
条
第
二
項
、
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四

十
四
条
の
二
第
一
項
の
登
録
又
は
そ
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
、
検
査
証
の
再
交
付
又
は
書
替
え
（
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関

が
行
う
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
、
性
能
検
査

（
登
録
性
能
検
査
機
関
が
行
う
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
、
個
別
検
定
（
登
録
個
別
検
定
機
関
が
行
う
も
の
を
除

く
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
、
型
式
検
定
（
登
録
型
式
検
定
機

関
が
行
う
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
、
第
五
十
六

条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
、
第
七
十
二
条
第
一
項

の
免
許
証
の
再
交
付
又
は
書
替
え
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
、
免
許

の
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
、
免
許
試
験
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
、
労
働
安
全
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
試
験
又
は
労
働
衛

生
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
、
第
八
十
四
条

第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
、

明
記
な
し

第
11
2条

第
2項

指
定
試
験
機
関
、
指
定

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
試
験

機
関
又
は
指
定
登
録
機

関
に
納
め
ら
れ
た
手
数

料
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
指

定
試
験
機
関
、
指
定
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
試
験
機

関
又
は
指
定
登
録
機
関

の
収
入
と
す
る
。

明
記
な
し

定
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
試

験
機
関
又
は
指
定
登
録

機
関

明
記
な
し

第
11
2条

の
2

第
1項

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
官
報
で
告
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
11
2条

の
2

第
2項

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
公
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

都
道
府
県
労
働
局
長

明
記
な
し

第
11
3条

こ
の
法
律
の
規
定
に
基

づ
き
命
令
を
制
定
し
、

又
は
改
廃
す
る
と
き

は
、
そ
の
命
令
で
、
そ

の
制
定
又
は
改
廃
に
伴

い
合
理
的
に
必
要
と
判

断
さ
れ
る
範
囲
内
に
お

い
て
、
所
要
の
経
過
措

置
（
罰
則
に
関
す
る
経

過
措
置
を
含
む
。
）
を

定
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

明
記
な
し

国
明
記
な
し

－2865－



現
安
衛
法

項
規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た
保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実
質
的

な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

旧
労
基
法

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実

質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

第
11
4条

第
1項

鉱
山
に
関
す
る
特
例

明
記
な
し

第
11
4条

第
2項

鉱
山
に
関
す
る
特
例

明
記
な
し

第
11
5条

第
1項

鉱
山
保
安
法
に
関
す
る

適
用
除
外

明
記
な
し

明
記
な
し

第
11
5条

第
2項

船
員
法
に
関
す
る
適
用

除
外

明
記
な
し

明
記
な
し

第
11
5条

の
2

厚
生
労
働
省
令
へ
の
委

任
明
記
な
し

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

第
11
5条

の
3

第
1項

そ
の
職
務
に
関
し
て
、

賄
賂
を
収
受
し
、
要
求

し
、
又
は
約
束
し
た
と

き
は
、
五
年
以
下
の
懲

役
に
処
す
る
。
こ
れ
に

よ
つ
て
不
正
の
行
為
を

し
、
又
は
相
当
の
行
為

を
し
な
か
つ
た
と
き

は
、
七
年
以
下
の
懲
役

に
処
す
る
。

特
定
機
関
の
役
員
又
は
職
員

明
記
な
し

第
2項

就
任
後
担
当
す
べ
き
職

務
に
関
し
、
請
託
を
受

け
て
賄
賂
を
収
受
し
、

要
求
し
、
又
は
約
束
し

た
と
き
は
、
役
員
又
は

職
員
に
な
つ
た
場
合
に

お
い
て
、
五
年
以
下
の

懲
役
に
処
す
る
。

特
定
業
務
に
従
事
す
る
特
定
機
関
の
役
員
又
は
職
員
に
な
ろ
う
と

す
る
者

明
記
な
し

第
3項

特
定
業
務
に
従
事
す
る

特
定
機
関
の
役
員
又
は

職
員
で
あ
つ
た
者

そ
の
在
職
中
に
請
託
を
受
け
て
、
職
務
上
不
正
の
行
為
を
し
た
こ

と
又
は
相
当
の
行
為
を
し
な
か
つ
た
こ
と
に
関
し
て
、
賄
賂
を
収

受
し
、
要
求
し
、
又
は
約
束
し
た
と
き
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
に

処
す
る
。

明
記
な
し

第
4項

犯
人
が
収
受
し
た
賄
賂

は
、
没
収
す
る
。
そ
の

全
部
又
は
一
部
を
没
収

す
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
き
は
、
そ
の
価
額
を

追
徴
す
る
。

明
記
な
し

国
明
記
な
し

第
11
5条

の
4

第
1項

三
年
以
下
の
懲
役
又
は

二
百
五
十
万
円
以
下
の

罰
金
に
処
す
る
。

前
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
賄
賂
を
供
与
し
、
又

は
そ
の
申
込
み
若
し
く
は
約
束
を
し
た
者

明
記
な
し

第
11
5条

の
4

第
2項

自
首
し
た
と
き
は
、
そ

の
刑
を
減
軽
し
、
又
は

免
除
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

前
項
の
罪
を
犯
し
た
者

明
記
な
し

第
11
5条

の
5

第
百
十
五
条
の
三
第
一

項
か
ら
第
三
項
ま
で
の

罪
は
、
刑
法
第
四
条
の

例
に
従
う
。

明
記
な
し

明
記
な
し

第
11
6条

三
年
以
下
の
懲
役
又
は

三
百
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
す
る
。

第
五
十
五
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

明
記
な
し

第
11
7条

一
年
以
下
の
懲
役
又
は

百
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
す
る
。

各
号
の
規
定
に
違
反
し
た
者

明
記
な
し

第
11
8条

一
年
以
下
の
懲
役
又
は

百
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
す
る
。

違
反
行
為
を
し
た
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
等
の
役
員
又
は
職
員

明
記
な
し

第
11
9条

六
月
以
下
の
懲
役
又
は

五
十
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
す
る
。

各
号
の
規
定
に
違
反
し
た
者

明
記
な
し

11
9条

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者

明
記
な
し

明
記
な
し

第
12
0条

五
十
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
す
る
。

各
号
の
規
定
に
違
反
し
た
者

明
記
な
し

12
0条

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者

明
記
な
し

明
記
な
し
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現
安
衛
法

項
規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た
保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実
質
的

な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

旧
労
基
法

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な
名
宛
人

形
式
的
な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が
実

質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る
特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

第
12
1条

五
十
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
す
る
。

違
反
行
為
を
し
た
登
録
製
造
時
等
検
査
機
関
等
の
役
員
又
は
職
員

明
記
な
し

第
12
2条

五
十
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
す
る
。

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人

明
記
な
し

第
12
2条

の
２

五
十
万
円
以
下
の
過
料

に
処
す
る
。

違
反
行
為
を
し
た
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
の
理
事
、
監
事
又
は
清
算

人
明
記
な
し

第
12
3条

二
十
万
円
以
下
の
過
料

に
処
す
る
。

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

明
記
な
し

－2867－



安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

1条
1

法
5条

1項
の
規
定
に
よ
る
代
表
者
の
選
定
は
、
出
資
の
割
合
そ
の
他
工
事
施

行
に
当
た
つ
て
の
責
任
の
程
度
を
考
慮
し
て
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

二
以
上
の
建
設
業

に
属
す
る
事
業
の

事
業
者

労
働
安
全
衛
生
法

（
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
代

表
者
の
選
定

明
記
な
し

1条
2

当
該
届
出
に
係
る
仕
事
の
開
始
の
日
の
十
四
日
前
ま
で
に
、
様
式
第
一
号
に

よ
る
届
書
を
、
当
該
仕
事
が
行
わ
れ
る
場
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局

長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

二
以
上
の
建
設
業

に
属
す
る
事
業
の

事
業
者

法
第
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
届

出
を
し
よ
う
と
す

る
者

明
記
な
し

1条
3

代
表
者
の
変
更
が
あ
つ
た
後
、
遅
滞
な
く
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
届
書
を
前

項
の
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

二
以
上
の
建
設
業

に
属
す
る
事
業
の

事
業
者

法
第
五
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
届

出
を
し
よ
う
と
す

る
者

明
記
な
し

1条
4

当
該
仕
事
が
行
な
わ
れ
る
場
所
を
管
轄
す
る
労
働
基
準
監
督
署
長
を
経
由
し

て
行
な
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
以
上
の
建
設
業

に
属
す
る
事
業
の

事
業
者

前
二
項
の
規
定
に

よ
る
届
書
の
提
出

明
記
な
し

2条
1

法
10
条
1項

の
規
定
に
よ
る
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
を
選
任
す
べ
き
事
由
が

発
生
し
た
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
の
選
任

労
働
者

法
10
条
1項

1号
、
2号

参
照
。

2条
2

総
括
安
全
衛
生
管
理
者
を
選
任
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
様
式
第
三
号
に

よ
る
報
告
書
を
、
当
該
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
労
働
基
準
監
督
署
長

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

法
10
条
1項

1号
、
2号

参
照
。

3条
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
が
旅
行
、
疾
病
、
事
故
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由

に
よ
つ
て
職
務
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
代
理
者
を
選
任
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

法
10
条
1項

1号
、
2号

参
照
。

3条
の
2

総
括
安
全
衛
生
管
理
者
が
統
括
管
理
す
る
業
務
の
内
容

事
業
者

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
の
選
任

労
働
者

法
10
条
1項

1号
、
3号

参
照
。

4条
1

安
全
管
理
者
の
選
任
時
期
、
専
属
の
者
を
選
任
す
べ
き
こ
と
、
特
殊
化
学
設

備
設
置
事
業
場
に
お
け
る
安
全
管
理
者
の
選
任
、
選
任
の
安
全
管
理
者
を
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
な
い
事
業
場
の
範
囲
を
定
め
た
も
の
（
逐
条
12
頁
）

事
業
者

法
第
十
一
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る

安
全
管
理
者
の
選

任

明
記
な
し

1条

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
事
業
に
あ
つ
て
は
、
労
働
基
準
法
（
以
下
法
と

い
う
。
）
第
五
十
三
條
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
安
全
管
理
者
を
選
任
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
常
時
百
五
十
人
以
上
の
労
働
者
を
使
用
す
る
法
第
八
條
第
一
号
乃
至
第

五
号
の
事
業

二
　
原
動
機
の
馬
力
数
合
計
百
以
上
を
使
用
す
る
事
業

使
用
者

労
働
者

4条
2

安
全
管
理
者
選
任
報
告
及
び
代
表
者
の
選
任
を
定
め
た
も
の
（
逐
条
12
頁
）

事
業
者

第
二
条
第
二
項
及

び
第
三
条
の
規
定

明
記
な
し

【
2条

2項
準
用

部
分
】

7条 【
3条

準
用
部

分
】

4条

【
3条

準
用
部

分
】

1項

【
2条

2項
準
用
部
分
】

・
安
全
管
理
者
を
選
任
し
た
と
き
は
、
遅
滯
な
く
樣
式
第
一
号
に
よ
つ
て
、

所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

・
安
全
管
理
者
が
死
亡
し
た
と
き
又
は
こ
れ
を
解
任
し
た
と
き
は
、
遅
滯
な

く
そ
の
後
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

・
二
人
以
上
の
安
全
管
理
者
を
選
任
し
た
と
き
は
、
そ
の
権
限
を
定
め
て
、

所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

【
3条

準
用
部
分
】

安
全
管
理
者
が
傷
い
、
疾
病
、
そ
の
他
の
事
由
に
よ
つ
て
職
務
を
行
う
こ
と

が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
前
條
の
資
格
を
有
す
る
者
の
中
か
ら
代
理
者
を
選

任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
3条

準
用
部
分
】

使
用
者

【
2条

2項
準
用
部

分
】

使
用
者

【
2条

2項
準
用
部

分
】

安
全
管
理
者
を
選

任
し
た
と
き

労
働
者

5条
安
全
管
理
者
の
資
格
要
件
を
定
め
た
も
の
（
逐
条
16
頁
）

事
業
者

法
第
十
一
条
第
一

項
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
資
格

を
有
す
る
者

明
記
な
し

3条
1項

当
該
作
業
の
全
般
に
精
通
し
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
の
中
か
ら
こ

れ
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
旧
大
学
令
に
よ
る
大
学
、
若
し
く
は
旧
專
門
学
校
令
に
よ
る
專
門
学
校

に
お
い
て
、
産
業
安
全
に
関
す
る
学
科
を
修
め
、
こ
れ
を
卒
業
し
た
者
又
は

こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
し
、
二
年
以
上
そ
の
実
務
に
從
事
し
た
者

二
　
旧
中
等
学
校
令
に
よ
る
工
業
学
校
に
お
い
て
、
産
業
安
全
に
関
す
る
学

科
を
修
め
、
こ
れ
を
卒
業
し
た
者
、
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有

し
、
五
年
以
上
そ
の
実
務
に
從
事
し
た
者

前
項
の
産
業
安
全
に
関
す
る
学
科
及
び
実
務
の
範
囲
は
、
労
働
大
臣
が
、
こ

れ
を
定
め
る
。

使
用
者

安
全
管
理
者

労
働
者

6条
1

作
業
場
等
を
巡
視
し
、
設
備
、
作
業
方
法
等
に
危
険
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き

は
、
直
ち
に
、
そ
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と

安
全
管
理
者

明
記
な
し

6条

左
の
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
建
設
物
、
設
備
、
作
業
場
所
又
は
作
業
方
法
に
、
危
險
が
あ
る
場
合
に

お
け
る
應
急
措
置
又
は
適
当
な
防
止
の
措
置

二
　
安
全
裝
置
、
保
護
具
、
消
火
設
備
そ
の
他
危
害
防
止
施
設
の
性
能
の
定

期
的
点
檢
及
び
整
備

三
　
安
全
作
業
に
関
す
る
教
育
及
び
訓
練

四
　
発
生
し
た
災
害
原
因
の
調
査
及
び
対
策

五
　
消
防
及
び
避
難
の
訓
練

六
　
第
十
條
の
規
定
に
よ
る
係
員
そ
の
他
安
全
に
関
す
る
補
助
者
の
監
督

七
　
安
全
に
関
す
る
重
要
事
項
の
記
録
及
び
そ
の
保
存

使
用
者

安
全
管
理
者

旧
安
衛
則
の
名
宛

人
参
照

労
働
者

6条
2

安
全
管
理
者
に
対
し
、
安
全
に
関
す
る
措
置
を
な
し
得
る
権
限
を
与
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

事
業
者

明
記
な
し

5条
安
全
管
理
者
に
対
し
、
安
全
に
関
す
る
措
置
を
な
し
得
る
権
限
を
與
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

使
用
者

労
働
者

7条
1

衛
生
管
理
者
を
選
任
す
べ
き
時
期
、
専
属
の
者
を
選
任
す
べ
き
こ
と
、
業
種

区
分
に
よ
る
衛
生
管
理
者
の
資
格
要
件
、
事
業
場
の
規
模
に
よ
る
選
任
数
、

選
任
の
衛
生
管
理
者
を
選
任
す
べ
き
事
業
場
の
範
囲
を
定
め
た
も
の
（
逐
条

24
頁
）

事
業
者

法
第
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る

衛
生
管
理
者
の
選

任

明
記
な
し

【
選
任
に
関
す
る

部
分
】

11
条

【
専
属
に
関
す
る

部
分
】

13
条

【
選
任

に
関
す

る
部

分
】

1項

【
選
任
に
関
す
る
部
分
】

常
時
五
十
人
以
上
の
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
に
お
い
て
は
、
法
第
五
十
三

條
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
師
で
あ
る
衞
生
管
理
者
及
び
医
師
で
な
い
衞

生
管
理
者
を
、
左
表
に
よ
つ
て
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
但
し
、

や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
つ
て
都
道
府
縣
労
働
基
準
局
長
の
許
可
を
受
け
た

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

常
時
使
用
す
る
労
働
者
数
	医
師
で
あ
る
衞
生
管
理
者
	医
師
で
な
い
衞
生
管
理

者 二
百
人
以
下
	一
人
以
上
	一
人
以
上

五
百
人
以
下
	一
人
以
上
	二
人
以
上

千
人
以
下
	一
人
以
上
	三
人
以
上

二
千
人
以
下
	一
人
以
上
	四
人
以
上

三
千
人
以
下
	一
人
以
上
	五
人
以
上

三
千
人
を
超
え
る
場
合
	二
人
以
上
	六
人
以
上

【
専
属
に
関
す
る
部
分
】

医
師
で
な
い
衞
生
管
理
者
及
び
常
時
千
人
（
第
四
十
八
條
第
二
号
に
掲
げ
る

業
務
に
お
い
て
五
百
人
）
以
上
の
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
に
お
け
る
医
師

で
あ
る
衞
生
管
理
者
は
、
專
属
の
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

【
選
任
に
関
す
る

部
分
】

使
用
者

【
専
属
に
関
す
る

部
分
】

使
用
者

【
専
属
に
関
す
る

部
分
】

医
師
で
な
い
衞
生

管
理
者
及
び
常
時

千
人
（
第
四
十
八

條
第
二
号
に
掲
げ

る
業
務
に
お
い
て

五
百
人
）
以
上
の

労
働
者
を
使
用
す

る
事
業
に
お
け
る

医
師
で
あ
る
衞
生

管
理
者

労
働
者

現
行
安
衛
則
と
比
較
し
て
、
専
属
の
衛
生
管
理
者
を
置
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
要
件
は
異
な
っ
て
い
ま
す
。

作
成
者
：
笹
井
健
司

－2868－



安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

7条
2

選
任
報
告
及
び
衛
生
管
理
者
の
代
理
者
の
選
任
を
定
め
た
も
の
（
逐
条
24

頁
）

事
業
者

第
二
条
第
二
項
及

び
第
三
条
の
規
定

明
記
な
し

【
2条

2項
準
用

部
分
】

23
条

【
3条

準
用
部

分
】

17
条

【
2条

2項
準
用
部
分
】

衞
生
管
理
者
を
選
任
若
し
く
は
解
任
し
た
場
合
又
は
衞
生
管
理
者
が
死
亡
し

た
場
合
に
は
、
遅
滯
な
く
樣
式
第
四
号
に
よ
つ
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署

長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

【
3条

準
用
部
分
】

衞
生
管
理
者
が
、
傷
い
、
疾
病
そ
の
他
の
事
由
に
よ
つ
て
職
務
を
行
う
こ
と

が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
使
用
者
は
こ
れ
に
代
る
べ
き
適
当
な
代
理
者
を
置

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

【
2条

2項
準
用
部

分
】

使
用
者

【
3条

準
用
部
分
】

使
用
者

【
3条

準
用
部
分
】

衛
生
管
理
者

労
働
者

8条
衛
生
管
理
者
を
選
任
し
な
く
て
も
よ
い
特
例
に
つ
い
て
要
件
を
定
め
た
も
の

（
逐
条
28
頁
）

事
業
者

明
記
な
し

9条

必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
地
方
労
働
審
議
会
の
議
を
経
て
、
衛
生
管

理
者
を
選
任
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
二
以
上
の
事
業
場
で
、
同
一
の
地
域
に

あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
共
同
し
て
衛
生
管
理
者
を
選
任
す
べ
き
こ
と
を
勧
告

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

都
道
府
県
労
働
局

長
明
記
な
し

12
条

必
要
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
地
方
労
働
基
準
委
員
会
の
議
を
経
て
、

一
の
地
域
に
お
い
て
常
時
五
十
人
に
満
た
な
い
労
働
者
を
使
用
す
る
二
以
上

の
同
種
の
事
業
に
つ
い
て
共
同
し
て
衞
生
管
理
者
を
選
任
す
べ
き
こ
と
を
命

ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

都
道
府
縣
労
働
基

準
局
長

労
働
者

10
条

衛
生
管
理
者
の
免
許
を
受
け
る
こ
と
な
く
衛
生
管
理
者
と
な
り
う
る
資
格
を

有
す
る
者
を
定
め
た
も
の
（
逐
条
31
頁
）
。

事
業
者

法
第
十
二
条
第
一

項
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
資
格

を
有
す
る
者

明
記
な
し

14
条

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
医
師
で
あ
つ
て
労
働
衞
生
に
関
す
る
教
養
を
有
す
る
者

二
　
第
二
十
四
條
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
縣
労
働
基
準
局
長
の
免
許
を
受
け

た
者

国
衛
生
管
理
者

旧
安
衛
則
の
名
宛

人
参
照

労
働
者

11
条

1
少
な
く
と
も
毎
週
一
回
作
業
場
等
を
巡
視
し
、
設
備
、
作
業
方
法
又
は
衛
生

状
態
に
有
害
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
労
働
者
の
健
康
障
害
を

防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

衛
生
管
理
者

明
記
な
し

18
条

【
医
師
で
あ
る
衛
生
管
理
者
】

少
な
く
と
も
毎
月
一
回
以
上
作
業
場
等
を
巡
視
し
、
設
備
又
は
作
業
方
法
で

衛
生
上
有
害
の
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
に
は
、
慶
救
処
置
又
は
適
当
な
予
防
の

処
置
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

【
医
師
で
な
い
衛
生
管
理
者
】

毎
日
一
回
以
上
作
業
場
等
を
巡
視
し
、
設
備
又
は
作
業
方
法
で
衞
生
上
有
害

の
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
に
は
、
應
急
処
置
又
は
適
当
な
予
防
の
処
置
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

使
用
者

医
師
で
あ
る
衛
生

管
理
者
、
医
師
で

な
い
衛
生
管
理
者

労
働
者

11
条

2
衛
生
管
理
者
に
対
し
、
衛
生
に
関
す
る
措
置
を
な
し
得
る
権
限
を
与
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

16
条

3項
衞
生
管
理
者
に
対
し
、
衞
生
に
関
す
る
措
置
を
な
し
得
る
権
限
を
與
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

使
用
者

労
働
者

12
条

第
七
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
選
任
し
た
衛
生
管
理
者
に
、
法
第
十

条
第
一
項
各
号
の
業
務
の
う
ち
衛
生
に
係
る
技
術
的
事
項
で
衛
生
工
学
に
関

す
る
も
の
を
管
理
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

16
条

19
条

【
16

条
】

1項 【
19

条
】

1項

【
16
条
関
係
】

当
該
事
業
に
お
け
る
衞
生
に
関
す
る
事
項
を
管
理
す
る
こ
と
。

【
19
条
関
係
】

左
の
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
健
康
に
異
常
あ
る
者
の
発
見
及
び
処
置

二
　
労
働
環
境
衞
生
に
関
す
る
調
査

三
　
作
業
條
件
、
施
設
等
の
衞
生
上
の
改
善

四
　
衞
生
用
保
護
具
、
救
急
用
具
等
の
点
檢
及
び
整
備

五
　
衞
生
教
育
、
健
康
相
談
そ
の
他
労
働
者
の
健
康
保
持
の
た
め
に
必
要
な

事
項

六
　
労
働
者
の
負
傷
及
び
疾
病
、
そ
れ
に
因
る
死
亡
、
欠
勤
及
び
移
動
に
関

す
る
統
計
の
作
成

七
　
衞
生
日
誌
の
記
載
等
職
務
上
の
記
録
の
整
備

八
　
そ
の
他
衞
生
に
関
す
る
事
項

医
師
で
あ
る
衞
生
管
理
者
は
前
項
の
外
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

【
16
条
関
係
】

使
用
者

【
19
条
関
係
】

使
用
者

【
16
条
関
係
】

衛
生
管
理
者

【
19
条
関
係
】

衛
生
管
理
者

旧
安
衛
則
の
名
宛

人
参
照

【
16
条
関
係
】

明
記
な
し

【
19
条
関
係
】

6号
に
「
労
働
者
」

の
明
記
あ
り

【
16
条
関
係
】

労
働
者

12
条
の
2

常
時
十
人
以
上
五
十
人
未
満
の
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
場
と
す
る
こ
と
。

事
業
者

法
第
十
二
条
の
二

の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
規
模
の

事
業
場

明
記
な
し

安
全
衛
生
推
進
者

等
を
選
任
す
べ
き

事
業
場

12
条
の
3

1
安
全
衛
生
推
進
者
等
の
選
任
時
期
、
専
属
の
者
の
選
任
に
つ
い
て
定
め
た
も

の
（
逐
条
37
頁
）

事
業
者

法
第
十
二
条
の
二

の
規
定
に
よ
る
安

全
衛
生
推
進
者
又

は
衛
生
推
進
者

（
以
下
「
安
全
衛

生
推
進
者
等
」
と

い
う
。
）
の
選
任

明
記
な
し

12
条
の
3

2
講
習
の
免
除
規
定

第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
者
及
び
第
十
条
各
号
に
掲
げ
る
者

明
記
な
し

講
習
科
目
の
免
除
規
定

12
条
の
4

安
全
衛
生
推
進
者
等
を
選
任
し
た
と
き
は
、
当
該
安
全
衛
生
推
進
者
等
の
氏

名
を
作
業
場
の
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
す
る
等
に
よ
り
関
係
労
働
者
に
周
知

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

関
係
労
働
者

13
条

1
産
業
医
を
選
任
す
べ
き
時
期
、
専
属
の
産
業
医
を
選
任
す
べ
き
事
業
場
の
範

囲
、
大
規
模
事
業
場
に
お
け
る
産
業
医
の
選
任
数
を
定
め
た
も
の
（
逐
条
42

頁
）

事
業
者

法
第
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る

産
業
医
の
選
任

明
記
な
し

産
業
医
選
任

13
条

2
産
業
医
選
任
報
告
を
定
め
た
も
の

事
業
者

明
記
な
し

明
記
な
し

13
条

3
産
業
医
選
任
の
特
例
を
定
め
た
も
の
（
逐
条
43
頁
）

事
業
者

第
八
条
の
規
定

明
記
な
し

免
除
規
定

13
条

4
産
業
医
が
辞
任
し
た
と
き
又
は
産
業
医
を
解
任
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、

そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
衛
生
委
員
会
又
は
安
全
衛
生
委
員
会
に
報
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

14
条

1
労
働
者
の
健
康
障
害
の
防
止
と
健
康
保
持
を
図
る
た
め
の
産
業
医
と
し
て
の

専
門
的
立
場
か
ら
の
職
務
内
容
を
定
め
た
も
の
（
逐
条
48
頁
）

産
業
医

法
第
十
三
条
第
一

項
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
事
項

労
働
者

1号
、
3号

、
6号

、
7号

、
9号

に
明
記

あ
り
。

14
条

2
産
業
医
の
要
件
を
定
め
た
も
の

産
業
医

法
第
十
三
条
第
二

項
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
要
件

を
備
え
た
者

労
働
者

1号
に
明
記
あ
り
。

14
条

3
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
に
対
し
て

勧
告
し
、
又
は
衛
生
管
理
者
に
対
し
て
指
導
し
、
若
し
く
は
助
言
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
。

産
業
医

明
記
な
し

14
条

4

産
業
医
が
法
第
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
し
た
こ
と
又
は
前
項

の
規
定
に
よ
る
勧
告
、
指
導
若
し
く
は
助
言
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、

産
業
医
に
対
し
、
解
任
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
な
い
よ
う
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

14
条

5

令
第
二
十
二
条
第
三
項
の
業
務
に
常
時
五
十
人
以
上
の
労
働
者
を
従
事
さ
せ

る
事
業
場
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
当
該
労
働
者

の
歯
又
は
そ
の
支
持
組
織
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
適
時
、
歯
科
医
師
の

意
見
を
聴
く
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者
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規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

14
条

6
当
該
事
業
場
の
事
業
者
又
は
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
に
対
し
、
当
該
労
働
者

の
健
康
障
害
（
歯
又
は
そ
の
支
持
組
織
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
防
止

す
る
た
め
必
要
な
事
項
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

前
項
の
事
業
場
の

労
働
者
に
対
し
て

法
第
六
十
六
条
第

三
項
の
健
康
診
断

を
行
な
つ
た
歯
科

医
師

労
働
者

14
条

7
労
働
者
の
健
康
管
理
等
を
行
う
た
め
に
必
要
な
医
学
に
関
す
る
知
識
及
び
能

力
の
維
持
向
上
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

産
業
医

労
働
者

14
条
の
2

1
産
業
医
に
提
供
す
る
情
報
の
内
容
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
。

事
業
者

法
第
十
三
条
第
四

項
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
情
報

労
働
者

2号
、
3号

に
明
記

あ
り
。

14
条
の
2

2
産
業
医
へ
の
情
報
提
供
の
方
法
を
定
め
た
も
の
。

事
業
者

法
第
十
三
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
る

情
報
の
提
供

明
記
な
し

14
条
の
3

1
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
勧
告
の
内
容
に
つ
い
て
、
事
業
者
の
意
見
を
求
め
る
も

の
と
す
る
こ
と
。

産
業
医

明
記
な
し

14
条
の
3

2
産
業
医
か
ら
の
勧
告
受
け
た
際
の
記
録
の
保
存
を
定
め
た
も
の
。

事
業
者

明
記
な
し

14
条
の
3

3
法
第
十
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
同
条
第
五
項
の
勧
告
を
受
け
た

後
遅
滞
な
く
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

事
業
者

法
第
十
三
条
第
六

項
の
規
定
に
よ
る

報
告

明
記
な
し

14
条
の
3

4
事
業
者
が
産
業
医
か
ら
勧
告
を
受
け
た
際
に
衛
生
委
員
会
等
へ
の
報
告
内
容

を
定
め
た
も
の
。

事
業
者

法
第
十
三
条
第
六

項
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
事
項

明
記
な
し

14
条
の
4

1
産
業
医
に
対
し
、
第
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
な
し
得
る
権
限

を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

14
条
の
4

2

第
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る

権
限
が
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
事
業
者
又
は
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

二
　
第
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
情

報
を
労
働
者
か
ら
収
集
す
る
こ
と
。

三
　
労
働
者
の
健
康
を
確
保
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い

て
、
労
働
者
に
対
し
て
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

労
働
者

3号
に
明
記
あ
り
。

15
条

産
業
医
に
よ
る
作
業
場
等
の
定
期
的
巡
視
と
そ
の
結
果
に
よ
る
応
急
措
置
及

び
産
業
医
が
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
事
業
者
が
産
業
医

に
権
限
を
与
え
る
べ
き
こ
と
を
定
め
た
も
の
（
逐
条
51
頁
）

産
業
医

労
働
者

15
条
の
2

1
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
労
働
者
の
健

康
管
理
等
を
行
う
の
に
必
要
な
知
識
を
有
す
る
保
健
師
と
す
る
こ
と
。

事
業
者

法
第
十
三
条
の
二

第
一
項
の
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る

者

労
働
者

15
条
の
2

2

法
第
十
三
条
第
一
項
の
事
業
場
以
外
の
事
業
場
に
つ
い
て
、
法
第
十
三
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
労
働
者
の
健
康
管
理
等
の
全
部
又
は
一
部
を
行

わ
せ
る
に
当
た
つ
て
は
、
労
働
者
の
健
康
管
理
等
を
行
う
同
項
に
規
定
す
る

医
師
の
選
任
、
国
が
法
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
援
助
と
し
て
行
う
労
働

者
の
健
康
管
理
等
に
係
る
業
務
に
つ
い
て
の
相
談
そ
の
他
の
必
要
な
援
助
の

事
業
の
利
用
等
に
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

15
条
の
2

3
準
用
規
定

事
業
者

第
十
四
条
の
二
第

一
項
の
規
定
、
第

十
四
条
の
二
第
二

項
の
規
定

明
記
な
し

16
条

1
法
14
条
に
基
づ
く
す
べ
て
の
作
業
主
任
者
の
選
任
に
関
し
、
作
業
区
分
、
資

格
、
名
称
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
（
逐
条
54
、
55
頁
）

事
業
者

法
第
十
四
条
の
規

定
に
よ
る
作
業
主

任
者
の
選
任

明
記
な
し

16
条

2

令
第
六
条
第
十
七
号
の
作
業
の
う
ち
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年

法
律
第
二
百
四
号
）
、
ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）

又
は
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
の
適
用
を
受
け
る

第
一
種
圧
力
容
器
の
取
扱
い
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
ボ
イ
ラ
ー
及
び
圧
力
容
器
安
全
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第

三
十
三
号
。
以
下
「
ボ
イ
ラ
ー
則
」
と
い
う
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
特
定
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者
免
許
を
受
け
た
者
の
う
ち
か

ら
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作
業
主
任
者
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

17
条

別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
一
の
作
業
を
同
一
の
場
所
で
行
な
う
場
合
に
お

い
て
、
当
該
作
業
に
係
る
作
業
主
任
者
を
二
人
以
上
選
任
し
た
と
き
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
作
業
主
任
者
の
職
務
の
分
担
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

18
条

作
業
主
任
者
を
選
任
し
た
と
き
は
、
当
該
作
業
主
任
者
の
氏
名
及
び
そ
の
者

に
行
な
わ
せ
る
事
項
を
作
業
場
の
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
す
る
等
に
よ
り
関

係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

18
条
の
2

令
第
六
条
第
十
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
船
舶
は
、
船
員
の
育
成
及

び
確
保
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
船
員
室
の
新
設
、
増
設
又
は
拡
大
に

よ
り
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
以
上
五
百
十
ト
ン
未
満
と
な
つ
た
と
認
め
ら
れ
る

船
舶
と
す
る
こ
と
。

事
業
者

令
第
六
条
第
十
三

号
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
船
舶

明
記
な
し

令
第
六
条
第
十
三

号
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
船
舶

18
条
の
2の

2
橋
梁
の
建
設
の
仕
事
に
つ
い
て
、
統
括
安
全
衛
生
責
任
者
を
選
任
す
べ
き
場

所
を
定
め
た
も
の
（
逐
条
84
頁
）

事
業
者

令
第
七
条
第
二
項

第
一
号
の
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る

場
所

明
記
な
し

令
第
七
条
第
二
項

第
一
号
の
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る

場
所

18
条
の
3

元
方
安
全
管
理
者
は
、
事
業
場
に
専
属
の
者
を
も
っ
て
選
任
す
べ
き
こ
と
を

規
定
し
て
い
る
も
の
（
逐
条
85
頁
）

事
業
者

法
第
十
五
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に

よ
る
元
方
安
全
衛

生
管
理
者
の
選
任

明
記
な
し

18
条
の
4

元
方
安
全
衛
生
管
理
者
と
し
て
選
任
す
る
場
合
の
資
格
要
件
に
つ
い
て
定
め

た
も
の
（
逐
条
86
頁
）

事
業
者

法
第
十
五
条
の
二

第
一
項
の
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る

資
格
を
有
す
る
者

明
記
な
し

－2870－
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規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

18
条
の
5

元
方
安
全
衛
生
管
理
者
に
対
し
、
そ
の
労
働
者
及
び
関
係
請
負
人
の
労
働
者

の
作
業
が
同
一
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
生
ず
る
労
働
災
害

を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
な
し
得
る
権
限
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者
及
び
関
係

請
負
人
の
労
働
者

18
条
の
6

1
店
社
安
全
衛
生
管
理
者
の
選
任
の
対
象
と
な
る
建
設
工
事
を
定
め
る
も
の

（
逐
条
89
頁
）

事
業
者

法
第
十
五
条
の
三

第
一
項
及
び
第
二

項
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
労
働

者
の
数

労
働
者
及
び
関
係

請
負
人
の
労
働
者

法
15
条
の
3第

1１
項
参
照

18
条
の
6

2
当
該
場
所
に
お
い
て
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
店
社
安
全
衛

生
管
理
者
を
選
任
し
、
そ
の
者
に
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
事
項
を
行
わ

せ
て
い
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

建
設
業
に
属
す
る

事
業
の
仕
事
を
行

う
事
業
者
で
あ
つ

て
、
法
第
十
五
条

第
二
項
に
規
定
す

る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
当
該
仕
事
を

行
う
場
所
に
お
い

て
、
統
括
安
全
衛

生
責
任
者
の
職
務

を
行
う
者
を
選
任

し
、
並
び
に
そ
の

者
に
同
条
第
一
項

又
は
第
三
項
及
び

同
条
第
四
項
の
指

揮
及
び
統
括
管
理

を
さ
せ
、
並
び
に

法
第
十
五
条
の
二

第
一
項
の
資
格
を

有
す
る
者
の
う
ち

か
ら
元
方
安
全
衛

生
管
理
者
の
職
務

労
働
者
及
び
関
係

請
負
人
の
労
働
者

法
15
条
第
1項

参
照
。

18
条
の
7

店
社
安
全
衛
生
管
理
者
の
資
格
要
件
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
（
逐
条
91
頁
）

建
設
業
に
お
け
る

店
社
安
全
衛
生
管

理
者

法
第
十
五
条
の
三

第
一
項
及
び
第
二

項
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
資
格

を
有
す
る
者

労
働
者
及
び
関
係

請
負
人
の
労
働
者

法
15
条
の
3第

1項
参
照

18
条
の
8

店
社
安
全
管
理
者
の
職
務
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
（
逐
条
92
頁
）

店
社
安
全
衛
生
管

理
者

法
第
十
五
条
の
三

第
一
項
及
び
第
二

項
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
事
項

労
働
者

1号
、
2号

に
明
記

あ
り
。

19
条

安
全
衛
生
管
理
者
の
職
務
内
容
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
（
逐
条
94
頁
）

安
全
衛
生
管
理
者

法
第
十
六
条
第
一

項
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
事
項

請
負
人
の
労
働
者

4号
、
5号

に
明
記

あ
り
。

20
条

統
括
安
全
衛
生
責
任
者
、
元
方
安
全
衛
生
管
理
者
、
店
社
安
全
衛
生
管
理
者

及
び
安
全
衛
生
責
任
者
の
代
表
者
の
選
任
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
（
逐
条
96

頁
）

事
業
者

第
三
条
の
規
定

労
働
者
及
び
関
係
請
負
人
の
労
働
者

21
条

法
17
条
1項

1号
及
び
2号

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
安
全
委
員
会
に
お
い
て
調

査
審
議
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
（
逐
条
98
頁
）

事
業
者

明
記
な
し

労
働
者

22
条

衛
生
委
員
会
に
お
い
て
調
査
審
議
す
べ
き
事
項
を
定
め
た
も
の
（
逐
条
10
0

頁
）

事
業
者

明
記
な
し

労
働
者

23
条

1
安
全
委
員
会
、
衛
生
委
員
会
又
は
安
全
衛
生
委
員
会
を
毎
月
一
回
以
上
開
催

す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

法
17
条
1項

1号
、
18
条
1項

1号
等
に
記
載
あ
り

23
条

2
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
運
営
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、

委
員
会
が
定
め
る
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

法
17
条
1項

1号
、
18
条
1項

1号
等
に
記
載
あ
り

23
条

3

委
員
会
の
開
催
の
都
度
、
遅
滞
な
く
、
委
員
会
に
お
け
る
議
事
の
概
要
を
次

に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
つ
て
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

一
　
常
時
各
作
業
場
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
、
又
は
備
え
付
け
る
こ

と
。

二
　
書
面
を
労
働
者
に
交
付
す
る
こ
と
。

三
　
磁
気
テ
ー
プ
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
物
に
記
録

し
、
か
つ
、
各
作
業
場
に
労
働
者
が
当
該
記
録
の
内
容
を
常
時
確
認
で
き
る

機
器
を
設
置
す
る
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

23
条

4

委
員
会
の
開
催
の
都
度
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保

存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
委
員
会
の
意
見
及
び
当
該
意
見
を
踏
ま
え
て
講
じ
た
措
置
の
内
容

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
に
お
け
る
議
事
で
重
要
な
も
の

事
業
者

労
働
者

23
条

5
衛
生
委
員
会
又
は
安
全
衛
生
委
員
会
に
対
し
て
労
働
者
の
健
康
を
確
保
す
る

観
点
か
ら
必
要
な
調
査
審
議
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

産
業
医

労
働
者

23
条
の
2

安
全
又
は
衛
生
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
関
係
労
働
者
の
意
見
を
聴
く
た

め
の
機
会
を
設
け
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

委
員
会
を
設
け
て

い
る
事
業
者
以
外

の
事
業
者

関
係
労
働
者

【
安
全
関
係
】

8条 【
衛
生
関
係
】

20
条

【
8条

】
1項 【
20

条
】

1項

【
安
全
関
係
】

安
全
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
関
係
労
働
者
の
意
見
を
聽
く
た
め
、
適
当

な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

【
衛
生
関
係
】

衞
生
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
関
係
労
働
者
の
意
見
を
聽
く
た
め
に
、
適

当
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

【
安
全
関
係
】

使
用
者

【
衛
生
関
係
】

使
用
者

【
8条

】
関
係
労
働
者

【
20
条
1項

】
労
働
者

24
条

当
該
指
針
の
名
称
及
び
趣
旨
を
官
報
に
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
当
該
指
針
を

厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
及
び
都
道
府
県
労
働
局
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る

こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣

法
第
十
九
条
の
二

第
二
項
の
規
定
に

よ
る
指
針
の
公
表

明
記
な
し

24
条
の
2

事
業
場
に
お
け
る
安
全
衛
生
の
水
準
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
事

業
者
が
一
連
の
過
程
を
定
め
て
行
う
次
に
掲
げ
る
自
主
的
活
動
を
促
進
す
る

た
め
必
要
な
指
針
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

24
条
の
3

1
ず
い
道
等
の
建
設
の
仕
事
及
び
圧
気
工
法
に
よ
る
作
業
を
行
う
仕
事
の
う
ち

一
定
の
も
の
に
つ
い
て
、
救
護
に
関
し
必
要
な
機
械
の
備
付
け
を
定
め
た
も

の
（
逐
条
11
2頁

）

法
第
二
十
五
条
の

二
第
一
項
に
規
定

す
る
事
業
者

労
働
者

4号
に
明
記
あ
り
。
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安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

24
条
の
3

2
ず
い
道
等
の
建
設
の
仕
事
及
び
圧
気
工
法
に
よ
る
作
業
を
行
う
仕
事
の
う
ち

一
定
の
も
の
に
つ
い
て
、
救
護
に
関
し
必
要
な
機
械
の
備
付
け
を
定
め
た
も

の
（
逐
条
11
3頁

）
事
業
者

労
働
者

24
条
の
3

3
ず
い
道
等
の
建
設
の
仕
事
及
び
圧
気
工
法
に
よ
る
作
業
を
行
う
仕
事
の
う
ち

一
定
の
も
の
に
つ
い
て
、
救
護
に
関
す
る
管
理
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
（
逐

条
11
4頁

）
事
業
者

労
働
者

24
条
の
4

1

次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
訓
練
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
前
条
第
一
項
の
機
械
等
の
使
用
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
救
急
そ
生
の
方
法
そ
の
他
の
救
急
処
置
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
安
全
な
救
護
の
方
法
に
関
す
る
こ

と
。

事
業
者

労
働
者

法
25
条
の
2第

1項
参
照

24
条
の
4

2
前
項
の
訓
練
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
二
項
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
掲
げ
る
時
ま
で
に
一
回
、
及
び
そ
の
後
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

法
25
条
の
2第

1項
参
照

24
条
の
4

3
第
一
項
の
訓
練
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間

保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

法
25
条
の
2第

1項
参
照

24
条
の
5

第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
時
ま

で
に
、
労
働
者
の
救
護
の
安
全
に
関
し
次
の
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

一
　
救
護
に
関
す
る
組
織
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
救
護
に
関
し
必
要
な
機
械
等
の
点
検
及
び
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
救
護
に
関
す
る
訓
練
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
救
護
の
安
全
に
関
す
る
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

24
条
の
6

第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
時
ま

で
に
、
ず
い
道
等
（
ず
い
道
及
び
た
て
坑
以
外
の
坑
（
採
石
法
（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
岩
石
の
採
取
の
た
め
の

も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
内
部
又
は
高
圧
室
内
（
潜
か

ん
工
法
そ
の
他
の
圧
気
工
法
に
よ
る
作
業
を
行
う
た
め
の
大
気
圧
を
超
え
る

気
圧
下
の
作
業
室
又
は
シ
ヤ
フ
ト
の
内
部
を
い
う
。
）
に
お
い
て
作
業
を
行

う
労
働
者
の
人
数
及
び
氏
名
を
常
時
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

24
条
の
7

1

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る

時
ま
で
に
選
任
す
る
こ
と
。

二
　
そ
の
事
業
場
に
専
属
の
者
を
選
任
す
る
こ
と
。

事
業
者

法
第
二
十
五
条
の

二
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
救
護
に
関

す
る
技
術
的
事
項

を
管
理
す
る
者
の

選
任

明
記
な
し

24
条
の
7

2
準
用
規
定

事
業
者

第
三
条
及
び
第
八
条
の
規
定

明
記
な
し

24
条
の
8

法
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者

は
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
で
、
厚
生
労
働
大

臣
の
定
め
る
研
修
を
修
了
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

一
　
令
第
九
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
仕
事
　
三
年
以
上
ず
い
道
等
の
建
設

の
仕
事
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

二
　
令
第
九
条
の
二
第
二
号
に
掲
げ
る
仕
事
　
三
年
以
上
圧
気
工
法
に
よ
る

作
業
を
行
う
仕
事
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

法
第
二
十
五
条
の

二
第
二
項
の
厚
生

労
働
省
令
で
定
め

る
資
格
を
有
す
る

者

明
記
な
し

24
条
の
9

救
護
に
関
す
る
技
術
的
事
項
を
管
理
す
る
者
に
対
し
、
労
働
者
の
救
護
の
安

全
に
関
し
必
要
な
措
置
を
な
し
得
る
権
限
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

労
働
者

24
条
の
10

準
用
規
定

厚
生
労
働
大
臣

第
二
十
四
条
の
規

定
明
記
な
し

24
条
の
11

1

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
調
査
は
、
次
に
掲

げ
る
時
期
に
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

一
　
建
設
物
を
設
置
し
、
移
転
し
、
変
更
し
、
又
は
解
体
す
る
と
き
。

二
　
設
備
、
原
材
料
等
を
新
規
に
採
用
し
、
又
は
変
更
す
る
と
き
。

三
　
作
業
方
法
又
は
作
業
手
順
を
新
規
に
採
用
し
、
又
は
変
更
す
る
と
き
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
建
設
物
、
設
備
、
原
材
料
、
ガ
ス
、

蒸
気
、
粉
じ
ん
等
に
よ
る
、
又
は
作
業
行
動
そ
の
他
業
務
に
起
因
す
る
危
険

性
又
は
有
害
性
等
に
つ
い
て
変
化
が
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と

き
。

事
業
者

法
第
二
十
八
条
の

二
第
一
項
の
危
険

性
又
は
有
害
性
等

の
調
査

労
働
者

法
28
条
の
2第

1項
参
照

24
条
の
11

2
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
種

は
、
令
第
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
業
種
及
び
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
業
種

（
製
造
業
を
除
く
。
）
と
す
る
こ
と
。

事
業
者

法
第
二
十
八
条
の

二
第
一
項
た
だ
し

書
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
業
種

労
働
者

法
28
条
の
2第

1項
参
照

24
条
の
12

第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
法
第
二
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
針

の
公
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣

第
二
十
四
条
の
規

定
明
記
な
し

24
条
の
13

1

文
書
の
交
付
等
に
よ
り
当
該
機
械
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
当
該
機

械
の
譲
渡
又
は
貸
与
を
受
け
る
相
手
方
の
事
業
者
（
次
項
に
お
い
て
「
相
手

方
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
通
知
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

一
　
型
式
、
製
造
番
号
そ
の
他
の
機
械
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

二
　
機
械
の
う
ち
、
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
し
、
又
は
労
働
者
の
健
康
障
害

を
そ
の
使
用
に
よ
り
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
関
す
る
事
項

三
　
機
械
に
係
る
作
業
の
う
ち
、
前
号
の
箇
所
に
起
因
す
る
危
険
又
は
健
康

障
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
作
業
に
関
す
る
事
項

四
　
前
号
の
作
業
ご
と
に
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
危
険
又
は
健
康
障
害
の
う

ち
最
も
重
大
な
も
の
に
関
す
る
事
項

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

労
働
者
に
危
険
を

及
ぼ
し
、
又
は
労

働
者
の
健
康
障
害

を
そ
の
使
用
に
よ

り
生
ず
る
お
そ
れ

の
あ
る
機
械
を
譲

渡
し
、
又
は
貸
与

す
る
者

労
働
者

24
条
の
13

2

相
手
方
事
業
者
の
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
調
査
及
び
同
項
の
措
置
の

適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
機
械
譲
渡
者
等
が
行
う

前
項
の
通
知
を
促
進
す
る
た
め
必
要
な
指
針
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

厚
生
労
働
大
臣

労
働
者

法
28
条
の
2第

1項
参
照

－2872－



安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

24
条
の
14

1

そ
の
容
器
又
は
包
装
（
容
器
に
入
れ
、
か
つ
、
包
装
し
て
、
譲
渡
し
、
又
は

提
供
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
容
器
）
に
次
に
掲
げ
る
も
の
を
表
示
す

る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
名
称

ロ
　
人
体
に
及
ぼ
す
作
用

ハ
　
貯
蔵
又
は
取
扱
い
上
の
注
意

ニ
　
表
示
を
す
る
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
）
、
住
所
及

び
電
話
番
号

ホ
　
注
意
喚
起
語

ヘ
　
安
定
性
及
び
反
応
性

二
　
当
該
物
を
取
り
扱
う
労
働
者
に
注
意
を
喚
起
す
る
た
め
の
標
章
で
厚
生

労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の

化
学
物
質
、
化
学

物
質
を
含
有
す
る

製
剤
そ
の
他
の
労

働
者
に
対
す
る
危

険
又
は
健
康
障
害

を
生
ず
る
お
そ
れ

の
あ
る
物
で
厚
生

労
働
大
臣
が
定
め

る
も
の
を
容
器
に

入
れ
、
又
は
包
装

し
て
、
譲
渡
し
、

又
は
提
供
す
る
者

労
働
者

24
条
の
14

2
同
項
各
号
の
事
項
を
記
載
し
た
文
書
を
、
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
相
手
方

に
交
付
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

危
険
有
害
化
学
物

質
等
を
前
項
に
規

定
す
る
方
法
以
外

の
方
法
に
よ
り
譲

渡
し
、
又
は
提
供

す
る
者

労
働
者

24
条
の
15

1

文
書
の
交
付
又
は
相
手
方
の
事
業
者
が
承
諾
し
た
方
法
に
よ
り
特
定
危
険
有

害
化
学
物
質
等
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
（
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者

に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
を
除
く
。
）
を
、
譲
渡
し
、

又
は
提
供
す
る
相
手
方
の
事
業
者
に
通
知
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

一
　
名
称

二
　
成
分
及
び
そ
の
含
有
量

三
　
物
理
的
及
び
化
学
的
性
質

四
　
人
体
に
及
ぼ
す
作
用

五
　
貯
蔵
又
は
取
扱
い
上
の
注
意

六
　
流
出
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
講
ず
べ
き
応
急
の
措

置 七
　
通
知
を
行
う
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
）
、
住
所
及

び
電
話
番
号

八
　
危
険
性
又
は
有
害
性
の
要
約

九
　
安
定
性
及
び
反
応
性

十
　
適
用
さ
れ
る
法
令

十
一
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

特
定
危
険
有
害
化

学
物
質
等
（
化
学

物
質
、
化
学
物
質

を
含
有
す
る
製
剤

そ
の
他
の
労
働
者

に
対
す
る
危
険
又

は
健
康
障
害
を
生

ず
る
お
そ
れ
の
あ

る
物
で
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
も

の
（
法
第
五
十
七

条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
通
知
対

象
物
を
除
く
。
）

を
い
う
。
以
下
こ

の
条
及
び
次
条
に

お
い
て
同
じ
。
）

を
譲
渡
し
、
又
は

提
供
す
る
者

労
働
者

24
条
の
15

2

前
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
た
事
項
に
変
更
を
行
う
必
要
が
生
じ
た
と
き

は
、
文
書
の
交
付
又
は
相
手
方
の
事
業
者
が
承
諾
し
た
方
法
に
よ
り
、
変
更

後
の
同
項
各
号
の
事
項
を
、
速
や
か
に
、
譲
渡
し
、
又
は
提
供
し
た
相
手
方

の
事
業
者
に
通
知
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

特
定
危
険
有
害
化

学
物
質
等
（
化
学

物
質
、
化
学
物
質

を
含
有
す
る
製
剤

そ
の
他
の
労
働
者

に
対
す
る
危
険
又

は
健
康
障
害
を
生

ず
る
お
そ
れ
の
あ

る
物
で
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
も

の
（
法
第
五
十
七

条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
通
知
対

象
物
を
除
く
。
）

を
い
う
。
以
下
こ

の
条
及
び
次
条
に

お
い
て
同
じ
。
）

を
譲
渡
し
、
又
は

提
供
す
る
者

明
記
な
し

労
働
者

24
条
の
16

危
険
有
害
化
学
物
質
等
又
は
特
定
危
険
有
害
化
学
物
質
等
の
譲
渡
又
は
提
供

を
受
け
る
相
手
方
の
事
業
者
の
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
調
査
及
び
同

項
の
措
置
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
危
険
有
害

化
学
物
質
等
又
は
特
定
危
険
有
害
化
学
物
質
等
を
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る

者
が
行
う
前
二
条
の
規
定
に
よ
る
表
示
又
は
通
知
を
促
進
す
る
た
め
必
要
な

指
針
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣

労
働
者

法
28
条
の
2第

1項

25
条

法
第
四
十
三
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
防
護
の
た
め
の
措
置
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
こ
と
。

一
　
作
動
部
分
上
の
突
起
物
に
つ
い
て
は
、
埋
頭
型
と
し
、
又
は
覆
お
お
い

を
設
け
る
こ
と
。

二
　
動
力
伝
導
部
分
又
は
調
速
部
分
に
つ
い
て
は
、
覆
お
お
い
又
は
囲
い
を

設
け
る
こ
と
。

？
明
記
な
し

26
条

令
第
十
三
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
防
毒
マ
ス
ク
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
こ
と
。

一
　
一
酸
化
炭
素
用
防
毒
マ
ス
ク

二
　
ア
ン
モ
ニ
ア
用
防
毒
マ
ス
ク

三
　
亜
硫
酸
ガ
ス
用
防
毒
マ
ス
ク

？
明
記
な
し

27
条

1

法
別
表
第
二
に
掲
げ
る
機
械
等
及
び
令
第
十
三
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
機

械
等
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
十
二
条
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
又
は

安
全
装
置
を
具
備
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

27
条
の
2

法
第
四
十
三
条
の
二
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
こ
と
。

一
　
通
知
の
対
象
で
あ
る
機
械
等
で
あ
る
こ
と
を
識
別
で
き
る
事
項

二
　
機
械
等
が
法
第
四
十
三
条
の
二
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を

示
す
事
実

厚
生
労
働
大
臣
又

は
都
道
府
県
労
働

局
長

法
第
四
十
三
条
の

二
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
事
項

法
43
条
の
2参

照
明
記
な
し

28
条

1

法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
よ
り
設
け
た
安
全
装
置
、
覆
お
お
い
、
囲
い

等
（
以
下
「
安
全
装
置
等
」
と
い
う
。
）
が
有
効
な
状
態
で
使
用
さ
れ
る
よ

う
そ
れ
ら
の
点
検
及
び
整
備
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

－2873－



安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

29
条

1

全
装
置
等
に
つ
い
て
、
次
の
事
項
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
安
全
装
置
等
を
取
り
は
ず
し
、
又
は
そ
の
機
能
を
失
わ
せ
な
い
こ
と
。

二
　
臨
時
に
安
全
装
置
等
を
取
り
は
ず
し
、
又
は
そ
の
機
能
を
失
わ
せ
る
必

要
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
事
業
者
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
。

三
　
前
号
の
許
可
を
受
け
て
安
全
装
置
等
を
取
り
は
ず
し
、
又
は
そ
の
機
能

を
失
わ
せ
た
と
き
は
、
そ
の
必
要
が
な
く
な
つ
た
後
、
直
ち
に
こ
れ
を
原
状

に
復
し
て
お
く
こ
と
。

四
　
安
全
装
置
等
が
取
り
は
ず
さ
れ
、
又
は
そ
の
機
能
を
失
つ
た
こ
と
を
発

見
し
た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
、
そ
の
旨
を
事
業
者
に
申
し
出
る
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

主
語
が
労
働
者
で

あ
る
が
恐
ら
く
労

働
者
保
護
の
規
定

と
思
わ
れ
る
。

29
条

2
1

労
働
者
か
ら
前
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
す
み
や

か
に
、
適
当
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

29
条
の
2

準
用
規
定

厚
生
労
働
大
臣

第
二
十
四
条
の
規

定
明
記
な
し

30
条

令
第
十
八
条
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
物
は
、
別
表
第
二
の
上
欄

に
掲
げ
る
物
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
（
同
欄
に
掲
げ
る
物
の
含
有
量

が
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
値
で
あ
る
物
並
び
に
四
ア
ル
キ
ル
鉛
を
含
有
す
る

製
剤
そ
の
他
の
物
（
加
鉛
ガ
ソ
リ
ン
に
限
る
。
）
及
び
ニ
ト
ロ
グ
リ
セ
リ
ン

を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
（
九
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
不
揮
発
性
で

水
に
溶
け
な
い
鈍
感
剤
で
鈍
性
化
し
た
物
で
あ
つ
て
、
ニ
ト
ロ
グ
リ
セ
リ
ン

の
含
有
量
が
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
と
す
る

こ
と
。
た
だ
し
、
運
搬
中
及
び
貯
蔵
中
に
お
い
て
固
体
以
外
の
状
態
に
な
ら

ず
、
か
つ
、
粉
状
に
な
ら
な
い
物
（
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

の
を
除
く
。
）
を
除
く
。

一
　
危
険
物
（
令
別
表
第
一
に
掲
げ
る
危
険
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

二
　
危
険
物
以
外
の
可
燃
性
の
物
等
爆
発
又
は
火
災
の
原
因
と
な
る
お
そ
れ

の
あ
る
物

三
　
酸
化
カ
ル
シ
ウ
ム
、
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
等
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他

の
物
で
あ
つ
て
皮
膚
に
対
し
て
腐
食
の
危
険
を
生
ず
る
も
の

？
明
記
な
し

31
条

令
第
十
八
条
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
物
は
、
次
に
掲
げ
る
物
と
す
る
こ

と
。
た
だ
し
、
前
条
た
だ
し
書
の
物
を
除
く
。

一
　
ジ
ク
ロ
ル
ベ
ン
ジ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
で
、
ジ
ク

ロ
ル
ベ
ン
ジ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
の
含
有
量
が
重
量
の
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
一

パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
も
の

二
　
ア
ル
フ
ア
―
ナ
フ
チ
ル
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物

で
、
ア
ル
フ
ア
―
ナ
フ
チ
ル
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
の
含
有
量
が
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン

ト
で
あ
る
も
の

三
　
塩
素
化
ビ
フ
エ
ニ
ル
（
別
名
Ｐ
Ｃ
Ｂ
）
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
で
、
塩

素
化
ビ
フ
エ
ニ
ル
の
含
有
量
が
重
量
の
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
一
パ
ー
セ
ン
ト
以

下
で
あ
る
も
の

四
　
オ
ル
ト
―
ト
リ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
で
、
オ
ル
ト

―
ト
リ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
の
含
有
量
が
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
も
の

五
　
ジ
ア
ニ
シ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
で
、
ジ
ア
ニ
シ
ジ

ン
及
び
そ
の
塩
の
含
有
量
が
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
も
の

六
　
ベ
リ
リ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
で
、
ベ
リ
リ
ウ

ム
及
び
そ
の
化
合
物
の
含
有
量
が
重
量
の
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
一
パ
ー
セ
ン
ト

以
下
（
合
金
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
三
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
）
で
あ

る
も
の

七
　
ベ
ン
ゾ
ト
リ
ク
ロ
リ
ド
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
で
、
ベ
ン
ゾ
ト
リ
ク
ロ

リ
ド
の
含
有
量
が
重
量
の
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
〇
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ

る
も
の

？
明
記
な
し

32
条

当
該
容
器
又
は
包
装
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
表
示
事
項
等
」
と
い
う
。
）
を
印
刷
し
、
又
は
表
示
事
項
等
を
印
刷
し

た
票
箋
を
貼
り
付
け
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
容

器
又
は
包
装
に
表
示
事
項
等
の
全
て
を
印
刷
し
、
又
は
表
示
事
項
等
の
全
て

を
印
刷
し
た
票
箋
を
貼
り
付
け
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、
表
示
事
項
等
の

う
ち
同
項
第
一
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
及
び
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ら
を
印
刷
し
た
票
箋
を
容
器
又
は
包
装
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に

よ
り
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

法
57
条
2項

の
「
表

示
物
質
」
を
容
器

に
入
れ
、
又
は
包

装
し
て
、
譲
渡

し
、
又
は
提
供
す

る
者

法
第
五
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ

る
表
示

安
全
衛
生
ハ
ン
ド

ブ
ッ
ク
27
8頁

参
照

明
記
な
し

33
条

法
第
五
十
七
条
第
一
項
第
一
号
ニ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

一
　
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
を
す
る
者
の
氏
名
（
法
人

に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
）
、
住
所
及
び
電
話
番
号

二
　
注
意
喚
起
語

三
　
安
定
性
及
び
反
応
性

？
明
記
な
し

34
条

法
第
五
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

方
法
以
外
の
方
法
に
よ
り
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
際
に
交
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
継
続
的
に
又
は
反
復
し
て
譲
渡
し
、
又
は
提
供

す
る
場
合
に
お
い
て
、
既
に
当
該
文
書
の
交
付
が
な
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

法
57
条
2項

の
「
表

示
物
質
」
を
容
器

に
入
れ
、
又
は
包

装
し
て
、
譲
渡

し
、
又
は
提
供
す

る
者

法
第
五
十
七
条
第

二
項
の
規
定
に
よ

る
文
書

安
全
衛
生
ハ
ン
ド

ブ
ッ
ク
27
8頁

参
照

明
記
な
し

34
条
の
2

令
第
十
八
条
の
二
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
物
は
、
別
表
第
二
の

上
欄
に
掲
げ
る
物
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
（
同
欄
に
掲
げ
る
物
の
含

有
量
が
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
値
で
あ
る
物
及
び
ニ
ト
ロ
グ
リ
セ
リ
ン
を
含

有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
（
九
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
不
揮
発
性
で
水
に

溶
け
な
い
鈍
感
剤
で
鈍
性
化
し
た
物
で
あ
つ
て
、
ニ
ト
ロ
グ
リ
セ
リ
ン
の
含

有
量
が
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
と
す

る
。

？
明
記
な
し
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安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

34
条
の
2の

2

令
第
十
八
条
の
二
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
物
は
、
次
に
掲
げ
る
物
と
す

る
こ
と
。

一
　
ジ
ク
ロ
ル
ベ
ン
ジ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
で
、
ジ
ク

ロ
ル
ベ
ン
ジ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
の
含
有
量
が
重
量
の
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
一

パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
も
の

二
　
ア
ル
フ
ア
―
ナ
フ
チ
ル
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物

で
、
ア
ル
フ
ア
―
ナ
フ
チ
ル
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
の
含
有
量
が
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン

ト
で
あ
る
も
の

三
　
塩
素
化
ビ
フ
エ
ニ
ル
（
別
名
Ｐ
Ｃ
Ｂ
）
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
で
、
塩

素
化
ビ
フ
エ
ニ
ル
の
含
有
量
が
重
量
の
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
一
パ
ー
セ
ン
ト
以

下
で
あ
る
も
の

四
　
オ
ル
ト
―
ト
リ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
で
、
オ
ル
ト

―
ト
リ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
の
含
有
量
が
重
量
の
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
一
パ
ー
セ

ン
ト
以
下
で
あ
る
も
の

五
　
ジ
ア
ニ
シ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
で
、
ジ
ア
ニ
シ
ジ

ン
及
び
そ
の
塩
の
含
有
量
が
重
量
の
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

で
あ
る
も
の

六
　
ベ
リ
リ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
で
、
ベ
リ
リ
ウ

ム
及
び
そ
の
化
合
物
の
含
有
量
が
重
量
の
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
一
パ
ー
セ
ン
ト

以
下
（
合
金
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
三
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
）
で
あ

る
も
の

七
　
ベ
ン
ゾ
ト
リ
ク
ロ
リ
ド
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
で
、
ベ
ン
ゾ
ト
リ
ク
ロ

リ
ド
の
含
有
量
が
重
量
の
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
〇
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ

る
も
の

？
明
記
な
し

34
条
の
2の

3

法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法

は
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
の
交
付
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
た
送
信
そ
の
他

の
方
法
で
あ
つ
て
、
そ
の
方
法
に
よ
り
通
知
す
る
こ
と
に
つ
い
て
相
手
方
が

承
諾
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

通
知
対
象
物
を
譲

渡
し
、
又
は
提
供

す
る
者

法
第
五
十
七
条
の

二
第
一
項
及
び
第

二
項
の
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
方

法

安
全
衛
生
ハ
ン
ド

ブ
ッ
ク
28
1頁

明
記
な
し

34
条
の
2の

4

法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
七
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

一
　
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
行
う
者
の
氏
名

（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
）
、
住
所
及
び
電
話
番
号

二
　
危
険
性
又
は
有
害
性
の
要
約

三
　
安
定
性
及
び
反
応
性

四
　
適
用
さ
れ
る
法
令

五
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

？
明
記
な
し

34
条
の
2の

5

法
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
同
項
の
通
知
対
象
物
を

譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
時
ま
で
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ

し
、
継
続
的
に
又
は
反
復
し
て
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
場
合
に
お
い
て
、

既
に
当
該
通
知
が
行
わ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

通
知
対
象
物
を
譲

渡
し
、
又
は
提
供

す
る
者

法
第
五
十
七
条
の

二
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
通
知

安
全
衛
生
ハ
ン
ド

ブ
ッ
ク
28
0頁

明
記
な
し

34
条
の
2の

6

法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
事
項
の
う
ち
、
成
分
の
含
有
量
に
つ

い
て
は
、
令
別
表
第
三
第
一
号
１
か
ら
７
ま
で
に
掲
げ
る
物
及
び
令
別
表
第

九
に
掲
げ
る
物
ご
と
に
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
の
通
知
は
、
十
パ
ー
セ
ン
ト
未

満
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
数
値
と
当
該
端
数
を
切
り
上
げ
た
数
値
と
の
範
囲

を
も
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

？
明
記
な
し

34
条
の
2の

7
1

法
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
の
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
調
査
（
主
と
し
て

一
般
消
費
者
の
生
活
の
用
に
供
さ
れ
る
製
品
に
係
る
も
の
を
除
く
。
次
項
及

び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
調
査
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
時
期
に

行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

一
　
令
第
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
物
及
び
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
通
知
対
象
物
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
調
査
対
象
物
」

と
い
う
。
）
を
原
材
料
等
と
し
て
新
規
に
採
用
し
、
又
は
変
更
す
る
と
き
。

二
　
調
査
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
に
係
る
作
業
の
方
法
又

は
手
順
を
新
規
に
採
用
し
、
又
は
変
更
す
る
と
き
。

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
調
査
対
象
物
に
よ
る
危
険
性
又
は
有

害
性
等
に
つ
い
て
変
化
が
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

事
業
者

法
第
五
十
七
条
の

三
第
一
項
の
危
険

性
又
は
有
害
性
等

の
調
査
（
主
と
し

て
一
般
消
費
者
の

生
活
の
用
に
供
さ

れ
る
製
品
に
係
る

も
の
を
除
く
。
次

項
及
び
次
条
第
一

項
に
お
い
て
「
調

査
」
と
い
う
。
）

法
57
条
の
3第

1項
参
照

明
記
な
し

34
条
の
2の

7
2

調
査
は
、
調
査
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
ご
と
に
、
次
に
掲

げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
（
調
査
の
う
ち
危
険
性
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、

第
一
号
又
は
第
三
号
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
方
法
に

限
る
。
）
に
よ
り
、
又
は
こ
れ
ら
の
方
法
の
併
用
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

調
査

法
57
条
の
3第

2項
参
照

当
該
業
務
に
従
事

す
る
労
働
者

1号
、
2号

に
記
載

あ
り
。

34
条
の
2の

8
1

調
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
前
条
第
二
項
の
調
査
対
象

物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
当
該
調
査
対
象
物
の
名
称

二
　
当
該
業
務
の
内
容

三
　
当
該
調
査
の
結
果

四
　
当
該
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
事
業
者
が
講
ず
る
労
働
者
の
危
険
又
は
健

康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
の
内
容

事
業
者

労
働
者

4号
に
記
載
あ
り
。

34
条
の
2の

8
2

前
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う

も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
調
査
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
各
作
業
場
の
見
や
す
い

場
所
に
常
時
掲
示
し
、
又
は
備
え
付
け
る
こ
と
。

二
　
書
面
を
、
当
該
調
査
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
に
従
事

す
る
労
働
者
に
交
付
す
る
こ
と
。

三
　
磁
気
テ
ー
プ
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
物
に
記
録

し
、
か
つ
、
当
該
調
査
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
各
作
業
場
に
、

当
該
調
査
対
象
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
が

当
該
記
録
の
内
容
を
常
時
確
認
で
き
る
機
器
を
設
置
す
る
こ
と
。

事
業
者

前
項
の
規
定
に
よ

る
周
知

労
働
者

2号
、
3号

に
明
記

あ
り
。

34
条
の
2の

9
準
用
規
定

厚
生
労
働
大
臣

第
二
十
四
条
の
規

定
明
記
な
し

－2875－
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衛
則
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)
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)
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)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
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規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

34
条
の
3

1

法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
有
害
性
の
調
査
は
、
次
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
変
異
原
性
試
験
、
化
学
物
質
の
が
ん
原
性
に
関
し
変
異
原
性
試
験
と
同

等
以
上
の
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
試
験
又
は
が
ん
原
性
試
験
の
う
ち
い

ず
れ
か
の
試
験
を
行
う
こ
と
。

二
　
組
織
、
設
備
等
に
関
し
有
害
性
の
調
査
を
適
正
に
行
う
た
め
必
要
な
技

術
的
基
礎
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
試
験
施
設
等
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

既
存
の
化
学
物
質

と
し
て
政
令
で
定

め
る
化
学
物
質

（
第
3項

の
規
定
に

よ
り
そ
の
名
称
が

公
表
さ
れ
た
化
学

物
質
を
含
む
。
）

以
外
の
化
学
物
質

（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
新
規
化

学
物
質
」
と
い

う
。
）
を
製
造

し
、
又
は
輸
入
し

よ
う
と
す
る
事
業

者

法
第
五
十
七
条
の

四
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
有
害
性
の

調
査

法
57
条
の
4第

1項
参
照

労
働
者

法
57
条
の
4第

1項
参
照

34
条
の
3

2
前
項
第
二
号
の
試
験
施
設
等
が
具
備
す
べ
き
組
織
、
設
備
等
に
関
す
る
基
準

は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣

前
項
第
二
号
の
試

験
施
設
等
が
具
備

す
べ
き
組
織
、
設

備
等
に
関
す
る
基

準

明
記
な
し

34
条
の
4

様
式
第
四
号
の
三
に
よ
る
届
書
に
、
当
該
届
出
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
新

規
化
学
物
質
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
新
規
化
学
物
質
」
と
い
う
。
）
に

つ
い
て
行
つ
た
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
害
性
の
調
査
の
結
果
を
示
す
書

面
、
当
該
有
害
性
の
調
査
が
同
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

を
具
備
し
て
い
る
試
験
施
設
等
に
お
い
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
及

び
当
該
新
規
化
学
物
質
に
つ
い
て
予
定
さ
れ
て
い
る
製
造
又
は
取
扱
い
の
方

法
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

法
第
五
十
七
条
の

四
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
を
し

よ
う
と
す
る
者

労
働
者

法
57
条
の
4第

1項
参
照

34
条
の
5

当
該
確
認
に
基
づ
き
最
初
に
新
規
化
学
物
質
を
製
造
し
、
又
は
輸
入
す
る
日

の
三
十
日
前
ま
で
に
様
式
第
四
号
の
四
に
よ
る
申
請
書
に
、
当
該
新
規
化
学

物
質
に
つ
い
て
予
定
さ
れ
て
い
る
製
造
又
は
取
扱
い
の
方
法
を
記
載
し
た
書

面
を
添
え
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

法
第
五
十
七
条
の

四
第
一
項
第
一
号

の
確
認
を
受
け
よ

う
と
す
る
者

労
働
者

法
57
条
の
4第

1項
参
照

34
条
の
6

同
条
の
申
請
書
又
は
書
面
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、

遅
滞
な
く
、
文
書
で
、
そ
の
旨
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

前
条
の
確
認
を
受

け
た
事
業
者

労
働
者

法
57
条
の
4第

1項
参
照

34
条
の
7

法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
第
一
号
の
確
認
を
し
た
後
に
お
い
て
、
前
条
の

規
定
に
よ
る
届
出
そ
の
他
の
資
料
に
よ
り
労
働
者
が
新
規
化
学
物
質
に
さ
ら

さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
確

認
を
取
り
消
し
、
そ
の
旨
を
当
該
確
認
に
係
る
事
業
者
に
通
知
す
る
も
の
と

す
る
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣

労
働
者

34
条
の
8

当
該
確
認
に
基
づ
き
最
初
に
新
規
化
学
物
質
を
製
造
し
、
又
は
輸
入
す
る
日

の
三
十
日
前
ま
で
に
様
式
第
四
号
の
四
に
よ
る
申
請
書
に
、
当
該
新
規
化
学

物
質
に
関
し
既
に
得
ら
れ
て
い
る
次
条
の
有
害
性
が
な
い
旨
の
知
見
等
を
示

す
書
面
を
添
え
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

法
第
五
十
七
条
の

四
第
一
項
第
二
号

の
確
認
を
受
け
よ

う
と
す
る
者

労
働
者

法
57
条
の
4第

1項
参
照

34
条
の
9

法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
有
害
性

は
、
が
ん
原
性
と
す
る
こ
と
。

？
明
記
な
し

34
条
の
10

当
該
確
認
に
基
づ
き
最
初
に
新
規
化
学
物
質
を
製
造
し
、
又
は
輸
入
す
る
日

の
三
十
日
前
ま
で
に
様
式
第
四
号
の
四
に
よ
る
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

令
第
十
八
条
の
四

の
確
認
を
受
け
よ

う
と
す
る
者

労
働
者

法
57
条
の
4第

1項
参
照

34
条
の
11

令
第
十
八
条
の
四
の
確
認
は
、
二
年
を
限
り
有
効
と
す
る
こ
と
。

？
明
記
な
し

34
条
の
12

第
三
十
四
条
の
五
、
第
三
十
四
条
の
八
及
び
第
三
十
四
条
の
十
の
申
請
書
を

受
理
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
審
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
申
請
者
に
通

知
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

34
条
の
13

法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、

本
邦
の
地
域
内
に
お
い
て
労
働
者
に
小
分
け
、
詰
め
替
え
等
の
作
業
を
行
わ

せ
な
い
と
き
等
労
働
者
が
新
規
化
学
物
質
に
さ
ら
さ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
と

き
と
す
る
こ
と
。

？
明
記
な
し

34
条
の
14

1

同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
又
は
同
項
第
二
号
の
確
認
を
し
た

後
一
年
以
内
に
（
当
該
新
規
化
学
物
質
に
関
し
て
特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年

法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
願
書
の
提
出
が

な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
出
願
公
開
又
は
同
法
第
六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
特
許
公
報
へ
の

掲
載
が
な
さ
れ
た
後
速
や
か
に
）
、
次
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も

の
と
す
る
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣

法
第
五
十
七
条
の

四
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
新
規
化
学

物
質
の
名
称
の
公

表

法
57
条
の
4第

2項
参
照

明
記
な
し

34
条
の
14

2
三
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
官
報
に
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も

の
と
す
る
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣

新
規
化
学
物
質
の

名
称
の
公
表

法
57
条
の
4第

2項
参
照

明
記
な
し

34
条
の
15

法
第
五
十
七
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
学
識
経
験
者
の
意
見
を
聴
く
と

き
は
、
速
や
か
に
、
次
条
の
変
異
原
性
試
験
等
結
果
検
討
委
員
候
補
者
名
簿

に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
う
ち
か
ら
、
検
討
す
べ
き
内
容
に
応
じ
て
、
検
討

委
員
を
指
名
し
、
そ
の
者
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

34
条
の
16

化
学
物
質
の
有
害
性
の
調
査
に
つ
い
て
高
度
の
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
の

う
ち
か
ら
、
変
異
原
性
試
験
等
結
果
検
討
委
員
候
補
者
を
委
嘱
し
て
変
異
原

性
試
験
等
結
果
検
討
委
員
候
補
者
名
簿
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

34
条
の
17

法
第
五
十
七
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
新
規
化
学
物
質
の
有
害
性
の
調

査
の
結
果
に
つ
い
て
学
識
経
験
者
の
意
見
を
聴
い
た
と
き
は
、
そ
の
内
容

を
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
新
規
化
学
物
質
の
名
称
の
公
表
後
一

年
以
内
に
、
労
働
政
策
審
議
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

34
条
の
18

法
第
五
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
は
、
同
項
に
規
定
す
る
有

害
性
の
調
査
を
行
う
べ
き
化
学
物
質
の
名
称
、
当
該
調
査
を
行
う
べ
き
理

由
、
当
該
調
査
の
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
文
書
に
よ
り
行
う

も
の
と
す
る
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣

法
第
五
十
七
条
の

五
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
指
示

法
57
条
の
5第

1項
参
照

明
記
な
し

－2876－
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)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)
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)
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25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

34
条
の
19

法
第
五
十
七
条
の
五
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
者
は
、
が
ん

そ
の
他
の
重
度
の
健
康
障
害
を
労
働
者
に
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
化
学
物
質

を
製
造
し
、
輸
入
し
、
又
は
使
用
し
た
こ
と
の
あ
る
事
業
者
と
す
る
こ
と
。

法
第
五
十
七
条
の

五
第
一
項
の
厚
生

労
働
省
令
で
定
め

る
事
業
者

労
働
者

34
条
の
20

厚
生
労
働
大
臣
は
、
化
学
物
質
の
有
害
性
の
調
査
に
つ
い
て
高
度
の
専
門
知

識
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
が
ん
原
性
試
験
等
結
果
検
討
委
員
候
補
者
を

委
嘱
し
て
が
ん
原
性
試
験
等
結
果
検
討
委
員
候
補
者
名
簿
を
作
成
し
、
こ
れ

を
公
表
す
る
こ
と
（
安
全
衛
生
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
29
3頁

参
照
）

厚
生
労
働
大
臣

第
三
十
四
条
の
十

五
及
び
第
三
十
四

条
の
十
六
の
規
定

安
衛
則
34
条
の
16

参
照

明
記
な
し

34
条
の
21

法
第
五
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
基
づ
き
化
学
物
質
の
有

害
性
の
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
事
業
者
か
ら
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の

内
容
を
当
該
報
告
を
受
け
た
後
一
年
以
内
に
労
働
政
策
審
議
会
に
報
告
す
る

も
の
と
す
る
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

35
条

1
労
働
者
を
雇
い
入
れ
た
と
き
又
は
作
業
内
容
を
変
更
し
た
と
き
に
事
業
者
が

行
う
べ
き
安
全
衛
生
教
育
の
内
容
を
規
定
し
た
も
の
（
逐
条
20
5頁

）
事
業
者

労
働
者

35
条

2
労
働
者
を
雇
い
入
れ
た
と
き
又
は
作
業
内
容
を
変
更
し
た
と
き
に
事
業
者
が

行
う
べ
き
安
全
衛
生
教
育
の
省
略
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
（
逐
条
20
5

頁
）

事
業
者

明
記
な
し

教
育
を
省
略
す
る

規
定

36
条

労
働
者
に
安
全
又
は
衛
生
の
た
め
の
特
別
の
教
育
を
行
う
べ
き
き
け
ん
又
は

有
害
な
業
務
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
（
逐
条
21
2頁

）
事
業
者

法
第
五
十
九
条
第

三
項
の
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
危

険
又
は
有
害
な
業

務

労
働
者

40
号
に
明
記
あ
り

37
条

36
条
に
掲
げ
る
特
別
教
育
の
科
目
を
省
略
で
き
る
労
働
者
を
定
め
た
も
の

（
逐
条
23
4頁

）
事
業
者

明
記
な
し

教
育
を
省
略
す
る

規
定

38
条

特
別
教
育
を
行
な
つ
た
と
き
は
、
当
該
特
別
教
育
の
受
講
者
、
科
目
等
の
記

録
を
作
成
し
て
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

明
記
な
し

39
条

特
別
教
育
の
細
目
に
つ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
こ
と
を
規
定
し
た
も

の
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

明
記
な
し

40
条

1
新
た
に
そ
の
職
に
つ
く
こ
と
と
な
っ
た
職
長
そ
の
他
の
現
場
監
督
者
に
対
し

て
行
う
べ
き
安
全
衛
生
教
育
の
教
育
事
項
を
規
定
し
た
も
の
（
逐
条
24
0

頁
）

事
業
者

法
第
六
十
条
第
三

号
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
事
項

明
記
な
し

40
条

2
新
た
に
そ
の
職
に
つ
く
こ
と
と
な
っ
た
職
長
そ
の
他
の
現
場
監
督
者
に
対
し

て
行
う
べ
き
安
全
衛
生
教
育
の
教
育
時
間
等
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
（
逐

条
24
0頁

）
事
業
者

法
第
六
十
条
の
安

全
又
は
衛
生
の
た

め
の
教
育

労
働
者

下
欄
に
明
記
あ
り

40
条

3
前
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
十
分
な
知
識

及
び
技
能
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
項
に
関

す
る
教
育
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

教
育
を
省
略
す
る

規
定

40
条
の
2

準
用
規
定

厚
生
労
働
大
臣

第
二
十
四
条
の
規

定
明
記
な
し

40
条
の
3

1

指
定
事
業
場
又
は
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
が
労
働
災
害
の
発
生
率
等
を
考

慮
し
て
指
定
す
る
事
業
場
に
つ
い
て
、
法
第
五
十
九
条
又
は
第
六
十
条
の
規

定
に
基
づ
く
安
全
又
は
衛
生
の
た
め
の
教
育
に
関
す
る
具
体
的
な
計
画
を
作

成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

法
59
条
1項

等
に
明

記
あ
り

40
条
の
3

2

四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
つ
た
法
第
五
十
九
条
又
は
第

六
十
条
の
規
定
に
基
づ
く
安
全
又
は
衛
生
の
た
め
の
教
育
の
実
施
結
果
を
、

毎
年
四
月
三
十
日
ま
で
に
、
様
式
第
四
号
の
五
に
よ
り
、
所
轄
労
働
基
準
監

督
署
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

前
項
の
事
業
者

労
働
者

法
59
条
1項

等
に
明

記
あ
り

41
条

就
業
制
限
業
務
に
就
く
こ
と
が
出
来
る
者
の
資
格
を
規
定
し
た
も
の
（
逐
条

24
8頁

）

法
第
六
十
一
条
第

一
項
に
規
定
す
る

業
務
に
つ
く
こ
と

が
で
き
る
者

明
記
な
し

42
条

1
職
業
訓
練
の
必
要
に
応
じ
、
一
定
の
業
務
に
つ
い
て
一
定
の
災
害
防
止
措
置

を
講
じ
る
こ
と
等
を
条
件
に
訓
練
生
に
対
す
る
就
業
制
限
の
例
外
を
定
め
た

も
の
（
逐
条
25
4頁

）
。

事
業
者

労
働
者

職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
２
４
条
第
１
項
の
認
定
に
係
る
職
業
訓
練
を
受
け
る
労
働
者
と
記
さ
れ
て
い
る
。

42
条

2
職
業
訓
練
の
必
要
に
応
じ
、
一
定
の
業
務
に
つ
い
て
一
定
の
災
害
防
止
措
置

を
講
じ
る
こ
と
等
を
条
件
に
訓
練
生
に
対
す
る
就
業
制
限
の
例
外
を
定
め
た

も
の
（
逐
条
25
5頁

）
。

事
業
者

労
働
者

42
条

3
職
業
訓
練
の
必
要
に
応
じ
、
一
定
の
業
務
に
つ
い
て
一
定
の
災
害
防
止
措
置

を
講
じ
る
こ
と
等
を
条
件
に
訓
練
生
に
対
す
る
就
業
制
限
の
例
外
を
定
め
た

も
の
（
逐
条
25
6頁

）
。

事
業
者

前
二
項
の
場
合
に

お
け
る
当
該
訓
練

生
に
つ
い
て

労
働
者

42
条
の
2

準
用
規
定

厚
生
労
働
大
臣

第
二
十
四
条
の
規

定
明
記
な
し

42
条
の
3

作
業
環
境
測
定
を
実
施
す
べ
き
作
業
場
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
文

書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

都
道
府
県
労
働
局

長

法
第
六
十
五
条
第

五
項
の
規
定
に
よ

る
指
示

労
働
者

法
65
条
5項

参
照

－2877－



安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

43
条

常
時
使
用
す
る
労
働
者
の
雇
入
れ
時
の
健
康
診
断
と
そ
の
実
施
項
目
を
定
め

た
も
の
（
逐
条
12
3頁

）
事
業
者

労
働
者

48
条

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
雇
い
入
れ
の
際
に
法
第
五
十
二
條
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
健

康
診
断
を
受
け
、
三
箇
月
を
経
過
し
な
い
者
を
雇
い
入
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

こ
と
。

一
　
常
時
五
十
人
以
上
の
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
に
お
い
て
、
常
時
使
用
す
る
労
働
者

を
雇
い
入
れ
る
場
合

二
　
左
に
掲
げ
る
業
務
に
、
常
時
使
用
す
る
労
働
者
を
雇
い
入
れ
る
場
合

（
イ
）
多
量
の
高
熱
物
体
を
取
り
扱
う
業
務
及
び
著
し
く
暑
熱
な
場
所
に
お
け
る
業
務

（
ロ
）
多
量
の
低
温
物
体
を
取
り
扱
う
業
務
及
び
著
し
く
寒
冷
な
場
所
に
お
け
る
業
務

（
ハ
）
ラ
ジ
ウ
ム
放
射
線
、
エ
ツ
ク
ス
線
そ
の
他
有
害
放
射
線
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務

（
ニ
）
土
石
、
獸
毛
等
の
じ
ん
あ
い
又
は
粉
末
を
著
し
く
飛
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務

（
ホ
）
異
常
氣
圧
下
に
お
け
る
業
務

（
ヘ
）
さ
く
岩
機
、
び
よ
う
打
機
等
の
使
用
に
よ
つ
て
、
身
体
に
著
し
い
振
動
を
與
え
る

業
務

（
ト
）
重
量
物
の
取
り
扱
い
等
重
激
な
業
務

（
チ
）
ボ
イ
ラ
ー
製
造
等
強
烈
な
騷
音
を
発
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務

（
リ
）
坑
内
に
お
け
る
業
務

（
ヌ
）
深
夜
業
を
含
む
業
務

（
ル
）
水
銀
、
ひ
素
、
黄
り
ん
、
ふ
つ
化
水
素
酸
、
塩
酸
、
硝
酸
、
硫
酸
、
青
酸
、
か
性

ア
ル
カ
リ
、
石
灰
酸
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有
害
物
を
取
り
扱
う
業
務

（
ヲ
）
鉛
、
水
銀
、
ク
ロ
ー
ム
、
ひ
素
、
黄
り
ん
、
ふ
つ
素
、
塩
素
、
塩
酸
、
硝
酸
、
亞

硫
酸
、
硫
酸
、
一
酸
化
炭
素
、
二
硫
化
炭
素
、
青
酸
、
ベ
ン
ゼ
ン
、
ア
ニ
リ
ン
そ
の
他
こ

れ
に
準
ず
る
有
害
物
の
ガ
ス
、
蒸
氣
又
は
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務

（
ワ
）
病
原
体
に
よ
つ
て
汚
染
の
お
そ
れ
の
著
し
い
業
務

（
カ
）
前
各
号
の
外
、
中
央
労
働
基
準
委
員
会
の
議
を
経
て
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
業
務

使
用
者

左
の
各
号
の
一
に

該
当
す
る
場
合
に

は
？

旧
安
衛
則
の
名
宛

人
参
照

労
働
者

1号
、
2号

に
労
働

者
の
記
載
あ
り

44
条

1

常
時
使
用
す
る
労
働
者
（
第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
労
働
者
を
除

く
。
）
に
対
し
、
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
項
目
に
つ
い
て

医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
既
往
歴
及
び
業
務
歴
の
調
査

二
　
自
覚
症
状
及
び
他
覚
症
状
の
有
無
の
検
査

三
　
身
長
、
体
重
、
腹
囲
、
視
力
及
び
聴
力
の
検
査

四
　
胸
部
エ
ッ
ク
ス
線
検
査
及
び
喀
痰
か
く
た
ん
検
査

五
　
血
圧
の
測
定

六
　
貧
血
検
査

七
　
肝
機
能
検
査

八
　
血
中
脂
質
検
査

九
　
血
糖
検
査

十
　
尿
検
査

十
一
　
心
電
図
検
査

事
業
者

労
働
者

【
実
施
義
務
】

49
条

【
検
査
項
目
】

50
条

【
実
施

義
務
】

1項 【
検
査

項
目
】

1項

【
実
施
義
務
】

前
條
第
一
号
に
規
定
す
る
労
働
者
又
は
法
第
八
條
第
一
号
乃
至
第
五
号
、
第

八
号
及
び
第
十
号
乃
至
第
十
五
号
の
事
業
に
お
い
て
、
常
時
使
用
す
る
労
働

者
に
つ
い
て
は
、
毎
年
一
回
以
上
定
期
に
、
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
。

【
検
査
項
目
】

前
二
條
の
規
定
に
よ
る
健
康
診
断
に
お
い
て
は
、
左
の
項
目
に
つ
い
て
檢
査

又
は
檢
診
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
感
覚
器
、
循
環
器
、
呼
吸
器
、
消
化
器
、
神
経
系
そ
の
他
の
臨
床
医
学

的
檢
査

二
　
身
長
、
体
重
、
視
力
、
色
神
及
び
聽
力
の
檢
査

三
　
ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
皮
内
反
應
檢
査
、
エ
ツ
ク
ス
線
檢
査
、
赤
血
球
沈
降
速

度
檢
査
及
び
か
く
た
ん
檢
査

四
　
前
各
号
の
外
、
業
務
の
種
類
又
は
作
業
の
状
態
に
よ
つ
て
、
労
働
大
臣

の
指
定
す
る
檢
査

【
実
施
義
務
】

使
用
者

【
検
査
項
目
】

使
用
者

【
実
施
義
務
】

前
條
第
一
号
に
規

定
す
る
労
働
者
又

は
法
第
八
條
第
一

号
乃
至
第
五
号
、

第
八
号
及
び
第
十

号
乃
至
第
十
五
号

の
事
業
に
お
い

て
、
常
時
使
用
す

る
労
働
者
に
つ
い

て 【
検
査
項
目
】

前
二
條
の
規
定
に

よ
る
健
康
診
断
に

お
い
て

旧
安
衛
則
の
名
宛

人
参
照

【
49
条
1項

】
労
働
者

【
50
条
】

明
記
な
し

【
50
条
】

労
働
者

【
49
条
1項

】
に
つ

い
て
は
労
働
者
の

記
載
あ
り
。

44
条

2
省
略
規
定

事
業
者

第
一
項
第
三
号
、

第
四
号
、
第
六
号

か
ら
第
九
号
ま
で

及
び
第
十
一
号
に

掲
げ
る
項
目
に
つ

い
て

明
記
な
し

省
略
に
関
す
る
規

定
50
条

2項
前
項
第
二
号
乃
至
第
四
号
の
檢
査
は
、
医
師
に
お
い
て
そ
の
必
要
を
認
め
な

い
場
合
又
は
そ
の
実
施
の
困
難
な
場
合
に
は
、
こ
れ
を
省
略
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
。

使
用
者

前
項
第
二
号
乃
至

第
四
号
の
檢
査

旧
安
衛
則
の
名
宛

人
参
照

労
働
者

44
条

3

第
一
項
の
健
康
診
断
は
、
前
条
、
第
四
十
五
条
の
二
又
は
法
第
六
十
六
条
第

二
項
前
段
の
健
康
診
断
を
受
け
た
者
（
前
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
書
面
を

提
出
し
た
者
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
健
康
診
断
の
実
施
の
日
か
ら

一
年
間
に
限
り
、
そ
の
者
が
受
け
た
当
該
健
康
診
断
の
項
目
に
相
当
す
る
項

目
を
省
略
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

事
業
者

第
一
項
の
健
康
診

断
明
記
な
し

省
略
に
関
す
る
規

定
49
条

3項
そ
の
年
に
お
い
て
前
條
の
規
定
に
よ
る
健
康
診
断
又
は
労
働
大
臣
の
指
定
す

る
健
康
診
断
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
受
け
た
回
数
に
應
じ
て
、
前

二
項
の
規
定
に
よ
る
健
康
診
断
は
こ
れ
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

使
用
者

前
項
後
段
の
場
合

に
は
？

旧
安
衛
則
の
名
宛

人
参
照

労
働
者

44
条

4

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
項
目
（
聴
力
の
検
査
に
限
る
。
）
は
、
四
十
五
歳

未
満
の
者
（
三
十
五
歳
及
び
四
十
歳
の
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
医
師
が
適
当
と
認
め
る
聴
力
（
千
ヘ
ル
ツ
又
は
四

千
ヘ
ル
ツ
の
音
に
係
る
聴
力
を
除
く
。
）
の
検
査
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
。

事
業
者

第
一
項
第
三
号
に

掲
げ
る
項
目
（
聴

力
の
検
査
に
限

る
。
）

明
記
な
し

代
替
措
置
に
関
す

る
規
定

44
条
の
2

1
満
15
歳
以
下
の
者
の
雇
入
れ
時
の
健
康
診
断
及
び
定
期
健
康
診
断
の
特
例
に

つ
い
て
定
め
た
も
の
（
逐
条
13
4頁

）
事
業
者

明
記
な
し

省
略
に
関
す
る
規

定

44
条
の
2

2

前
二
条
の
健
康
診
断
を
行
お
う
と
す
る
日
の
属
す
る
年
度
に
お
い
て
満
十
五

歳
以
下
の
年
齢
に
達
す
る
者
で
、
前
項
に
規
定
す
る
者
以
外
の
も
の
に
つ
い

て
は
、
医
師
が
必
要
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
健
康
診
断
の
項
目
の

全
部
又
は
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

事
業
者

前
二
条
の
健
康
診

断
を
行
お
う
と
す

る
日
の
属
す
る
年

度
に
お
い
て
満
十

五
歳
以
下
の
年
齢

に
達
す
る
者
で
、

前
項
に
規
定
す
る

者
以
外
の
も
の
に

つ
い
て

明
記
な
し

省
略
に
関
す
る
規

定

45
条

1

第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
常
時
従
事
す
る
労
働
者
に
対

し
、
当
該
業
務
へ
の
配
置
替
え
の
際
及
び
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期

に
、
第
四
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
医
師
に
よ
る
健
康

診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
四

号
の
項
目
に
つ
い
て
は
、
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
行
え
ば
足
り

る
も
の
と
す
る
。

事
業
者

労
働
者

49
条

2項
前
條
第
二
号
に
規
定
す
る
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
毎
年
二
回
以
上
定
期
に
健

康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

使
用
者

前
條
第
二
号
に
規

定
す
る
労
働
者
に

つ
い
て

旧
安
衛
則
の
名
宛

人
参
照
。

労
働
者

45
条

2

前
項
の
健
康
診
断
（
定
期
の
も
の
に
限
る
。
）
は
、
前
回
の
健
康
診
断
に
お

い
て
第
四
十
四
条
第
一
項
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ

る
項
目
に
つ
い
て
健
康
診
断
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
医
師
が
必
要
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
項
目
の
全
部
又

は
一
部
を
省
略
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

省
略
に
関
す
る
規

定

45
条

3
第
四
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
健
康
診
断
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
一
年
間
」
と
あ
る

の
は
、
「
六
月
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

事
業
者

第
四
十
四
条
第
二

項
及
び
第
三
項
の

規
定

明
記
な
し
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25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

45
条

4

第
一
項
の
健
康
診
断
（
定
期
の
も
の
に
限
る
。
）
の
項
目
の
う
ち
第
四
十
四

条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
項
目
（
聴
力
の
検
査
に
限
る
。
）
は
、
前
回
の

健
康
診
断
に
お
い
て
当
該
項
目
に
つ
い
て
健
康
診
断
を
受
け
た
者
又
は
四
十

五
歳
未
満
の
者
（
三
十
五
歳
及
び
四
十
歳
の
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
医
師
が
適
当
と
認
め
る
聴
力
（
千
ヘ
ル
ツ

又
は
四
千
ヘ
ル
ツ
の
音
に
係
る
聴
力
を
除
く
。
）
の
検
査
を
も
つ
て
代
え
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

事
業
者

第
一
項
の
健
康
診

断
（
定
期
の
も
の

に
限
る
。
）
の
項

目
の
う
ち
第
四
十

四
条
第
一
項
第
三

号
に
掲
げ
る
項
目

（
聴
力
の
検
査
に

限
る
。
）
は
、
前

回
の
健
康
診
断
に

お
い
て
当
該
項
目

に
つ
い
て
健
康
診

断
を
受
け
た
者
又

は
四
十
五
歳
未
満

の
者
（
三
十
五
歳

及
び
四
十
歳
の
者

を
除
く
。
）
に
つ

い
て

明
記
な
し

代
替
措
置
に
関
す

る
規
定

45
条
の
2

1

労
働
者
を
本
邦
外
の
地
域
に
六
月
以
上
派
遣
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら

か
じ
め
、
当
該
労
働
者
に
対
し
、
第
四
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
項
目

及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
項
目
の
う
ち
医
師
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る

項
目
に
つ
い
て
、
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

労
働
者

45
条
の
2

2

本
邦
外
の
地
域
に
六
月
以
上
派
遣
し
た
労
働
者
を
本
邦
の
地
域
内
に
お
け
る

業
務
に
就
か
せ
る
と
き
（
一
時
的
に
就
か
せ
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
当
該

労
働
者
に
対
し
、
第
四
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
項
目
及
び
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
項
目
の
う
ち
医
師
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
項
目
に
つ
い

て
、
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

45
条
の
2

3

第
一
項
の
健
康
診
断
は
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四
条
、
前
条
又
は
法
第
六

十
六
条
第
二
項
前
段
の
健
康
診
断
を
受
け
た
者
（
第
四
十
三
条
第
一
項
た
だ

し
書
に
規
定
す
る
書
面
を
提
出
し
た
者
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
健

康
診
断
の
実
施
の
日
か
ら
六
月
間
に
限
り
、
そ
の
者
が
受
け
た
当
該
健
康
診

断
の
項
目
に
相
当
す
る
項
目
を
省
略
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

事
業
者

第
一
項
の
健
康
診

断
明
記
な
し

省
略
に
関
す
る
規

定

45
条
の
2

4

第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
健
康
診
断
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
、
第
四
号
、
第
六

号
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び
第
十
一
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
及
び
第
四
号
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

事
業
者

第
四
十
四
条
第
二

項
の
規
定

明
記
な
し

47
条

事
業
に
附
属
す
る
食
堂
又
は
炊
事
場
に
お
け
る
給
食
の
業
務
に
従
事
す
る
労

働
者
に
対
し
、
そ
の
雇
入
れ
の
際
又
は
当
該
業
務
へ
の
配
置
替
え
の
際
、
検

便
に
よ
る
健
康
診
断
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

51
条

1項
事
業
に
附
属
す
る
食
堂
又
は
炊
事
場
に
お
け
る
業
務
に
從
事
す
る
労
働
者
に

つ
い
て
は
、
雇
い
入
れ
の
際
に
、
檢
便
に
よ
る
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

使
用
者

事
業
に
附
属
す
る

食
堂
又
は
炊
事
場

に
お
け
る
業
務
に

從
事
す
る
労
働
者

に
つ
い
て

旧
安
衛
則
の
名
宛

人
参
照

労
働
者

48
条

令
第
二
十
二
条
第
三
項
の
業
務
に
常
時
従
事
す
る
労
働
者
に
対
し
、
そ
の
雇

入
れ
の
際
、
当
該
業
務
へ
の
配
置
替
え
の
際
及
び
当
該
業
務
に
つ
い
た
後
六

月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
歯
科
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を
行
な
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

49
条

実
施
す
べ
き
健
康
診
断
の
項
目
、
健
康
診
断
を
受
け
る
べ
き
労
働
者
の
範
囲

そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
文
書
に
よ
り
行
な
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

都
道
府
県
労
働
局

長

法
第
六
十
六
条
第

四
項
の
規
定
に
よ

る
指
示

労
働
者

50
条

当
該
労
働
者
の
受
け
た
健
康
診
断
の
項
目
ご
と
に
、
そ
の
結
果
を
記
載
し
た

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

法
第
六
十
六
条
第

五
項
た
だ
し
書
の

書
面

労
働
者

52
条

使
用
者
の
指
定
し
た
医
師
の
診
断
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
し
な
い
労
働
者

が
、
法
第
五
十
二
條
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
、
他
の
医
師
の
健
康
診
断
を

求
め
る
場
合
に
は
、
そ
の
結
果
を
証
明
す
る
書
面
を
樣
式
第
十
三
号
に
よ
つ

て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

使
用
者
の
指
定
し

た
医
師
の
診
断
を

受
け
る
こ
と
を
希

望
し
な
い
労
働
者

旧
安
衛
則
の
名
宛

人
参
照

労
働
者

50
条
の
2

法
第
六
十
六
条
の
二
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
常
時
使
用
さ

れ
、
同
条
の
自
ら
受
け
た
健
康
診
断
を
受
け
た
日
前
六
月
間
を
平
均
し
て
一

月
当
た
り
四
回
以
上
同
条
の
深
夜
業
に
従
事
し
た
こ
と
と
す
る
こ
と
。

事
業
者

法
第
六
十
六
条
の

二
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
要
件

深
夜
業
に
従
事
す

る
労
働
者

法
66
条
の
2参

照

50
条
の
3

前
条
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
労
働
者
は
、
第
四
十
四
条
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
項
目
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
自
ら
受
け
た
医
師
に
よ
る
健
康

診
断
の
結
果
を
証
明
す
る
書
面
を
事
業
者
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。
た
だ
し
、
当
該
健
康
診
断
を
受
け
た
日
か
ら
三
月
を
経
過
し
た
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

前
条
で
定
め
る
要

件
に
該
当
す
る
労

働
者

深
夜
業
に
従
事
す

る
労
働
者

法
66
条
の
2参

照

50
条
の
4

当
該
労
働
者
の
受
け
た
健
康
診
断
の
項
目
ご
と
に
、
そ
の
結
果
を
記
載
し
た

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

法
第
六
十
六
条
の

二
の
書
面

深
夜
業
に
従
事
す

る
労
働
者

法
66
条
の
2参

照

51
条

第
四
十
三
条
、
第
四
十
四
条
若
し
く
は
第
四
十
五
条
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で

の
健
康
診
断
若
し
く
は
法
第
六
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
を
受
け

て
行
つ
た
健
康
診
断
（
同
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
当
該
労
働

者
が
受
け
た
健
康
診
断
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
「
第
四
十
三
条
等
の
健
康

診
断
」
と
い
う
。
）
又
は
法
第
六
十
六
条
の
二
の
自
ら
受
け
た
健
康
診
断
の

結
果
に
基
づ
き
、
健
康
診
断
個
人
票
（
様
式
第
五
号
）
を
作
成
し
て
、
こ
れ

を
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

53
条

健
康
診
断
に
関
す
る
記
録
は
、
樣
式
第
十
四
号
に
よ
つ
て
作
成
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

使
用
者

健
康
診
断
に
関
す

る
記
録

旧
安
衛
則
の
名
宛

人
参
照

労
働
者

51
条
の
2

1

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
第
四
十
三
条
等
の
健
康
診
断
が
行
わ
れ
た
日
（
法
第
六
十
六
条
第
五
項

た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
労
働
者
が
健
康
診
断
の
結
果
を
証
明

す
る
書
面
を
事
業
者
に
提
出
し
た
日
）
か
ら
三
月
以
内
に
行
う
こ
と
。

二
　
聴
取
し
た
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
意
見
を
健
康
診
断
個
人
票
に
記
載
す

る
こ
と
。

事
業
者

第
四
十
三
条
等
の

健
康
診
断
の
結
果

に
基
づ
く
法
第
六

十
六
条
の
四
の
規

定
に
よ
る
医
師
又

は
歯
科
医
師
か
ら

の
意
見
聴
取

労
働
者

51
条
の
2

2

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
当
該
健
康
診
断
の
結
果
を
証
明
す
る
書
面
が
事
業
者
に
提
出
さ
れ
た
日

か
ら
二
月
以
内
に
行
う
こ
と
。

二
　
聴
取
し
た
医
師
の
意
見
を
健
康
診
断
個
人
票
に
記
載
す
る
こ
と
。

事
業
者

法
第
六
十
六
条
の

二
の
自
ら
受
け
た

健
康
診
断
の
結
果

に
基
づ
く
法
第
六

十
六
条
の
四
の
規

定
に
よ
る
医
師
か

ら
の
意
見
聴
取

労
働
者

51
条
の
2

3
医
師
又
は
歯
科
医
師
か
ら
、
前
二
項
の
意
見
聴
取
を
行
う
上
で
必
要
と
な
る

労
働
者
の
業
務
に
関
す
る
情
報
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ

を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

－2879－
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規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

51
条
の
3

第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
法
第
六
十
六
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
針

の
公
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣

第
二
十
四
条
の
規

定
明
記
な
し

51
条
の
4

法
第
六
十
六
条
第
四
項
又
は
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四
条
若
し
く
は
第
四
十

五
条
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で
の
健
康
診
断
を
受
け
た
労
働
者
に
対
し
、
遅
滞

な
く
、
当
該
健
康
診
断
の
結
果
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

52
条

第
四
十
四
条
、
第
四
十
五
条
又
は
第
四
十
八
条
の
健
康
診
断
（
定
期
の
も
の

に
限
る
。
）
を
行
な
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
定
期
健
康
診
断
結
果
報
告

書
（
様
式
第
六
号
）
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

常
時
五
十
人
以
上

の
労
働
者
を
使
用

す
る
事
業
者

労
働
者

52
条
の
2

1

法
第
六
十
六
条
の
八
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
休
憩
時

間
を
除
き
一
週
間
当
た
り
四
十
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る

そ
の
超
え
た
時
間
が
一
月
当
た
り
八
十
時
間
を
超
え
、
か
つ
、
疲
労
の
蓄
積

が
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
項
の
期
日
前
一

月
以
内
に
法
第
六
十
六
条
の
八
第
一
項
又
は
第
六
十
六
条
の
八
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
面
接
指
導
を
受
け
た
労
働
者
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
労
働
者
で

あ
つ
て
法
第
六
十
六
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
面
接
指
導
（
以
下
こ
の
節

に
お
い
て
「
法
第
六
十
六
条
の
八
の
面
接
指
導
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
必

要
が
な
い
と
医
師
が
認
め
た
も
の
を
除
く
。

事
業
者

法
第
六
十
六
条
の

八
第
一
項
の
厚
生

労
働
省
令
で
定
め

る
要
件

労
働
者

52
条
の
2

2
毎
月
一
回
以
上
、
一
定
の
期
日
を
定
め
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

前
項
の
超
え
た
時

間
の
算
定

労
働
者

52
条
の
2

3

第
一
項
の
超
え
た
時
間
の
算
定
を
行
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
同
項
の
超

え
た
時
間
が
一
月
当
た
り
八
十
時
間
を
超
え
た
労
働
者
に
対
し
、
当
該
労
働

者
に
係
る
当
該
超
え
た
時
間
に
関
す
る
情
報
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。

事
業
者

労
働
者

52
条
の
3

1
前
条
第
一
項
の
要
件
に
該
当
す
る
労
働
者
の
申
出
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る

こ
と
。

事
業
者

法
第
六
十
六
条
の

八
の
面
接
指
導

労
働
者

52
条
の
3

2
前
条
第
二
項
の
期
日
後
、
遅
滞
な
く
、
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

事
業
者

前
項
の
申
出

労
働
者

52
条
の
3

3
労
働
者
か
ら
第
一
項
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
法
第
六
十
六

条
の
八
の
面
接
指
導
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

52
条
の
3

4
産
業
医
は
、
前
条
第
一
項
の
要
件
に
該
当
す
る
労
働
者
に
対
し
て
、
第
一
項

の
申
出
を
行
う
よ
う
勧
奨
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

産
業
医

労
働
者

52
条
の
4

法
第
六
十
六
条
の
八
の
面
接
指
導
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
前
条
第
一
項
の

申
出
を
行
つ
た
労
働
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
確
認
を
行
う

も
の
と
す
る
こ
と
。

一
　
当
該
労
働
者
の
勤
務
の
状
況

二
　
当
該
労
働
者
の
疲
労
の
蓄
積
の
状
況

三
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
労
働
者
の
心
身
の
状
況

医
師

労
働
者

52
条
の
5

当
該
労
働
者
の
受
け
た
法
第
六
十
六
条
の
八
の
面
接
指
導
に
つ
い
て
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
実
施
年
月
日

二
　
当
該
労
働
者
の
氏
名

三
　
法
第
六
十
六
条
の
八
の
面
接
指
導
を
行
つ
た
医
師
の
氏
名

四
　
当
該
労
働
者
の
疲
労
の
蓄
積
の
状
況

五
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
労
働
者
の
心
身
の
状
況

事
業
者

法
第
六
十
六
条
の

八
第
二
項
た
だ
し

書
の
書
面

労
働
者

2号
、
4号

、
5号

に
明
記
あ
り

52
条
の
6

1

法
第
六
十
六
条
の
八
の
面
接
指
導
（
法
第
六
十
六
条
の
八
第
二
項
た
だ
し
書

の
場
合
に
お
い
て
当
該
労
働
者
が
受
け
た
も
の
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
結
果
に
基
づ
き
、
当
該
法
第
六
十
六
条
の
八
の
面
接
指
導
の
結
果

の
記
録
を
作
成
し
て
、
こ
れ
を
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

52
条
の
6

2
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
法
第
六
十
六
条
の
八
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

医
師
の
意
見
を
記
載
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

前
項
の
記
録

労
働
者

52
条
の
7

当
該
法
第
六
十
六
条
の
八
の
面
接
指
導
が
行
わ
れ
た
後
（
同
条
第
二
項
た
だ

し
書
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
労
働
者
が
当
該
法
第
六
十
六
条
の
八
の
面

接
指
導
の
結
果
を
証
明
す
る
書
面
を
事
業
者
に
提
出
し
た
後
）
、
遅
滞
な
く

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

法
第
六
十
六
条
の

八
の
面
接
指
導
の

結
果
に
基
づ
く
法

第
六
十
六
条
の
八

第
四
項
の
規
定
に

よ
る
医
師
か
ら
の

意
見
聴
取

労
働
者

52
条
の
7の

2
1

法
第
六
十
六
条
の
八
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
時
間
は
、
休

憩
時
間
を
除
き
一
週
間
当
た
り
四
十
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
た
場
合
に
お

け
る
そ
の
超
え
た
時
間
に
つ
い
て
、
一
月
当
た
り
百
時
間
と
す
る
こ
と
。

事
業
者

法
第
六
十
六
条
の

八
の
二
第
一
項
の

厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
時
間

労
働
者

法
66
条
の
8の

2第
1項

参
照

52
条
の
7の

2
2

準
用
規
定

事
業
者

第
五
十
二
条
の
二

第
二
項
、
第
五
十

二
条
の
三
第
一
項

及
び
第
五
十
二
条

の
四
か
ら
前
条
ま

で
の
規
定

労
働
者

52
条
の
7の

3
1

タ
イ
ム
カ
ー
ド
に
よ
る
記
録
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
等
の
電
子
計
算

機
の
使
用
時
間
の
記
録
等
の
客
観
的
な
方
法
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
と
す
る

こ
と
。

事
業
者

法
第
六
十
六
条
の

八
の
三
の
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る

方
法

労
働
者

法
66
条
の
8の

3参
照

52
条
の
7の

3
2

前
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
把
握
し
た
労
働
時
間
の
状
況
の
記
録
を
作
成

し
、
三
年
間
保
存
す
る
た
め
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

労
働
者

52
条
の
7の

4
1

法
第
六
十
六
条
の
八
の
四
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
時
間
は
、
一

週
間
当
た
り
の
健
康
管
理
時
間
（
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四

十
九
号
）
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
健
康
管
理
時
間
を

い
う
。
）
が
四
十
時
間
を
超
え
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
超
え
た
時
間
に
つ
い

て
、
一
月
当
た
り
百
時
間
と
す
る
こ
と
。

事
業
者

法
第
六
十
六
条
の

八
の
四
第
一
項
の

厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
時
間

労
働
者

法
66
条
の
8の

4参
照

－2880－
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規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

52
条
の
7の

4
2

準
用
規
定

事
業
者

第
五
十
二
条
の
二

第
二
項
、
第
五
十

二
条
の
三
第
一
項

及
び
第
五
十
二
条

の
四
か
ら
第
五
十

二
条
の
七
ま
で
の

規
定

労
働
者

52
条
の
8

1
法
第
六
十
六
条
の
八
の
面
接
指
導
の
実
施
又
は
法
第
六
十
六
条
の
八
の
面
接

指
導
に
準
ず
る
措
置
（
第
三
項
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
法
第
六
十
六

条
の
八
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
面
接
指
導
の
実
施
）
と
す
る
こ
と
。

事
業
者

法
第
六
十
六
条
の

九
の
必
要
な
措
置

労
働
者

法
66
条
の
9参

照

52
条
の
8

2
事
業
場
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
当
該
必
要
な
措
置
の
実
施
に
関
す
る
基
準
に

該
当
す
る
者
に
対
し
て
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

事
業
者

労
働
基
準
法
第
四

十
一
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り

労
働
す
る
労
働
者

以
外
の
労
働
者
に

対
し
て
行
う
法
第

六
十
六
条
の
九
の

必
要
な
措
置

労
働
者

52
条
の
8

3
当
該
労
働
者
の
申
出
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

事
業
者

労
働
基
準
法
第
四

十
一
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り

労
働
す
る
労
働
者

に
対
し
て
行
う
法

第
六
十
六
条
の
九

の
必
要
な
措
置

労
働
者

52
条
の
9

常
時
使
用
す
る
労
働
者
に
対
し
、
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
に

掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
法
第
六
十
六
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
心
理
的
な

負
担
の
程
度
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
検
査
」

と
い
う
。
）
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
職
場
に
お
け
る
当
該
労
働
者
の
心
理
的
な
負
担
の
原
因
に
関
す
る
項
目

二
　
当
該
労
働
者
の
心
理
的
な
負
担
に
よ
る
心
身
の
自
覚
症
状
に
関
す
る
項

目 三
　
職
場
に
お
け
る
他
の
労
働
者
に
よ
る
当
該
労
働
者
へ
の
支
援
に
関
す
る

項
目

事
業
者

労
働
者

52
条
の
10

1

法
第
六
十
六
条
の
十
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ

る
者
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
医
師
等
」
と
い
う
。
）
と
す
る
こ
と
。

一
　
医
師

二
　
保
健
師

三
　
検
査
を
行
う
た
め
に
必
要
な
知
識
に
つ
い
て
の
研
修
で
あ
つ
て
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
修
了
し
た
歯
科
医
師
、
看
護
師
、
精
神
保
健
福
祉

士
又
は
公
認
心
理
師

法
第
六
十
六
条
の

十
第
一
項
の
厚
生

労
働
省
令
で
定
め

る
者

労
働
者

法
66
条
の
10
第
1

項
参
照

52
条
の
10

2
検
査
の
実
施
の
事
務
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

検
査
を
受
け
る
労

働
者
に
つ
い
て
解

雇
、
昇
進
又
は
異

動
に
関
し
て
直
接

の
権
限
を
持
つ
監

督
的
地
位
に
あ
る

者

労
働
者

検
査
を
受
け
る
労

働
者
と
の
記
載
あ

り
。

52
条
の
11

第
五
十
二
条
の
十
三
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
検
査
を
行
つ
た
医

師
等
に
よ
る
当
該
検
査
の
結
果
の
記
録
の
作
成
の
事
務
及
び
当
該
検
査
の
実

施
の
事
務
に
従
事
し
た
者
に
よ
る
当
該
記
録
の
保
存
の
事
務
が
適
切
に
行
わ

れ
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

52
条
の
12

検
査
を
受
け
た
労
働
者
に
対
し
、
当
該
検
査
を
行
つ
た
医
師
等
か
ら
、
遅
滞

な
く
、
当
該
検
査
の
結
果
が
通
知
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

労
働
者

52
条
の
13

1

書
面
又
は
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に

よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、

電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

医
師
等

法
第
六
十
六
条
の

十
第
二
項
後
段
の

規
定
に
よ
る
労
働

者
の
同
意
の
取
得

労
働
者

52
条
の
13

2

前
項
の
規
定
に
よ
り
検
査
を
受
け
た
労
働
者
の
同
意
を
得
て
、
当
該
検
査
を

行
つ
た
医
師
等
か
ら
当
該
労
働
者
の
検
査
の
結
果
の
提
供
を
受
け
た
場
合
に

は
、
当
該
検
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
当
該
検
査
の
結
果
の
記
録
を
作
成
し

て
、
こ
れ
を
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

52
条
の
14

1

検
査
を
行
つ
た
場
合
は
、
当
該
検
査
を
行
つ
た
医
師
等
に
、
当
該
検
査
の
結

果
を
当
該
事
業
場
の
当
該
部
署
に
所
属
す
る
労
働
者
の
集
団
そ
の
他
の
一
定

規
模
の
集
団
ご
と
に
集
計
さ
せ
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
分
析
さ
せ
る
よ
う
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

52
条
の
14

2

前
項
の
分
析
の
結
果
を
勘
案
し
、
そ
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当

該
集
団
の
労
働
者
の
実
情
を
考
慮
し
て
、
当
該
集
団
の
労
働
者
の
心
理
的
な

負
担
を
軽
減
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

52
条
の
15

法
第
六
十
六
条
の
十
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
検
査
の

結
果
、
心
理
的
な
負
担
の
程
度
が
高
い
者
で
あ
つ
て
、
同
項
に
規
定
す
る
面

接
指
導
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
面
接
指
導
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
必

要
が
あ
る
と
当
該
検
査
を
行
つ
た
医
師
等
が
認
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す

る
こ
と
。

事
業
者

法
第
六
十
六
条
の

十
第
三
項
の
厚
生

労
働
省
令
で
定
め

る
要
件

労
働
者

法
66
条
の
10
第
3

項
参
照
。

52
条
の
16

1
前
条
の
要
件
に
該
当
す
る
労
働
者
が
検
査
の
結
果
の
通
知
を
受
け
た
後
、
遅

滞
な
く
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

事
業
者

法
第
六
十
六
条
の

十
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
申
出
（
以

下
こ
の
条
及
び
次

条
に
お
い
て
「
申

出
」
と
い
う
。
）

労
働
者

52
条
の
16

2
前
条
の
要
件
に
該
当
す
る
労
働
者
か
ら
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な

く
、
面
接
指
導
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

－2881－



安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

52
条
の
16

3
検
査
を
行
つ
た
医
師
等
は
、
前
条
の
要
件
に
該
当
す
る
労
働
者
に
対
し
て
、

申
出
を
行
う
よ
う
勧
奨
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

検
査
を
行
つ
た
医

師
等

労
働
者

52
条
の
17

面
接
指
導
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
申
出
を
行
つ
た
労
働
者
に
対
し
、
第
五

十
二
条
の
九
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
確

認
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

一
　
当
該
労
働
者
の
勤
務
の
状
況

二
　
当
該
労
働
者
の
心
理
的
な
負
担
の
状
況

三
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
労
働
者
の
心
身
の
状
況

医
師

労
働
者

52
条
の
18

1
面
接
指
導
の
結
果
に
基
づ
き
、
当
該
面
接
指
導
の
結
果
の
記
録
を
作
成
し

て
、
こ
れ
を
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

52
条
の
18

2

前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
実
施
年
月
日

二
　
当
該
労
働
者
の
氏
名

三
　
面
接
指
導
を
行
つ
た
医
師
の
氏
名

四
　
法
第
六
十
六
条
の
十
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
医
師
の
意
見

事
業
者

前
項
の
記
録

労
働
者

2号
に
明
記
あ
り
。

52
条
の
19

面
接
指
導
が
行
わ
れ
た
後
、
遅
滞
な
く
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

面
接
指
導
の
結
果

に
基
づ
く
法
第
六

十
六
条
の
十
第
五

項
の
規
定
に
よ
る

医
師
か
ら
の
意
見

聴
取

労
働
者

法
66
条
の
10
第
5

項
参
照

52
条
の
20

準
用
規
定

厚
生
労
働
大
臣

第
二
十
四
条
の
規

定
明
記
な
し

52
条
の
21

一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
心
理
的
な
負
担
の
程
度
を
把
握
す
る
た

め
の
検
査
結
果
等
報
告
書
（
様
式
第
六
号
の
二
）
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署

長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

常
時
五
十
人
以
上

の
労
働
者
を
使
用

す
る
事
業
者

労
働
者

52
条
の
22

屋
内
作
業
場
等
（
屋
内
作
業
場
及
び
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十

七
年
労
働
省
令
第
三
十
六
号
。
以
下
「
有
機
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二

項
各
号
に
掲
げ
る
場
所
を
い
う
。
）
と
す
る
こ
と
。

事
業
者

令
第
二
十
三
条
第

十
三
号
の
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る

場
所

明
記
な
し

53
条

1

令
第
二
十
三
条
第
十
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
所
は
、
屋
内
作
業

場
等
（
屋
内
作
業
場
及
び
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働

省
令
第
三
十
六
号
。
以
下
「
有
機
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
各
号
に

掲
げ
る
場
所
を
い
う
。
）
と
す
る
こ
と
。

法
第
六
十
七
条
第

一
項
の
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
要

件
に
該
当
す
る
者

労
働
者

法
67
条
1項

参
照

53
条

2

前
項
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
者
の
申
請
に
基
づ
い
て
、
所
轄
都
道
府

県
労
働
局
長
（
離
職
の
後
に
同
項
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ

て
は
、
そ
の
者
の
住
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
）
が
行
う
も
の
と

す
る
こ
と
。

都
道
府
県
労
働
局

長
？

労
働
者

法
67
条
参
照

53
条

3

健
康
管
理
手
帳
交
付
申
請
書
（
様
式
第
七
号
）
に
第
一
項
の
要
件
に
該
当
す

る
事
実
を
証
す
る
書
類
（
当
該
書
類
が
な
い
場
合
に
は
、
当
該
事
実
に
つ
い

て
の
申
立
て
書
）
（
令
第
二
十
三
条
第
八
号
又
は
第
十
一
号
の
業
務
に
係
る

前
項
の
申
請
（
同
号
の
業
務
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
表
令
第

二
十
三
条
第
十
一
号
の
業
務
（
石
綿
等
（
令
第
六
条
第
二
十
三
号
に
規
定
す

る
石
綿
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
に
限

る
。
）
の
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
理
由
と

す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
胸
部
の
エ
ッ
ク

ス
線
直
接
撮
影
又
は
特
殊
な
エ
ッ
ク
ス
線
撮
影
に
よ
る
写
真
を
含
む
。
）
を

添
え
て
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
（
離
職
の
後
に
第
一
項
の
要
件
に
該
当

す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
の
住
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
）

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

前
項
の
申
請
を
し

よ
う
と
す
る
者

労
働
者

法
67
条
参
照

54
条

手
帳
は
、
様
式
第
八
号
に
よ
る
こ
と
。

？
労
働
者

法
67
条
参
照

55
条

手
帳
を
交
付
す
る
と
き
は
、
当
該
手
帳
の
交
付
を
受
け
る
者
に
対
し
、
厚
生

労
働
大
臣
が
定
め
る
健
康
診
断
を
受
け
る
こ
と
を
勧
告
す
る
も
の
と
す
る
こ

と
。

都
道
府
県
労
働
局

長
労
働
者

法
67
条
参
照

56
条

前
条
の
勧
告
を
す
る
と
き
は
、
手
帳
の
交
付
を
受
け
る
者
に
対
し
、
そ
の
者

が
受
け
る
健
康
診
断
の
回
数
、
方
法
そ
の
他
当
該
健
康
診
断
を
受
け
る
こ
と

に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

都
道
府
県
労
働
局

長
労
働
者

法
67
条
参
照

57
条

1
手
帳
を
当
該
健
康
診
断
を
行
な
う
医
療
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。

手
帳
の
交
付
を
受
け
た
者
（
以
下
「
手
帳
所
持
者
」
と
い
う
。
）

労
働
者

法
67
条
参
照

57
条

2
手
帳
所
持
者
に
対
し
健
康
診
断
を
行
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
結
果
を
そ
の
者

の
手
帳
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

前
項
の
医
療
機
関

労
働
者

法
67
条
参
照

57
条

3
手
帳
所
持
者
に
対
し
健
康
診
断
を
行
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
様
式
第
九

号
に
よ
る
報
告
書
を
当
該
医
療
機
関
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働

局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

第
一
項
の
医
療
機

関
労
働
者

法
67
条
参
照

58
条

三
十
日
以
内
に
、
健
康
管
理
手
帳
書
替
申
請
書
（
様
式
第
十
号
）
に
手
帳
を

添
え
て
そ
の
者
の
住
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
、
手
帳

の
書
替
え
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

手
帳
所
持
者

労
働
者

法
67
条
参
照

59
条

1
手
帳
を
滅
失
し
、
又
は
損
傷
し
た
と
き
は
、
健
康
管
理
手
帳
再
交
付
申
請
書

（
様
式
第
十
号
）
を
そ
の
者
の
住
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提

出
し
、
手
帳
の
再
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

手
帳
所
持
者

労
働
者

法
67
条
参
照

59
条

2
当
該
申
請
書
に
そ
の
手
帳
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

手
帳
所
持
者

手
帳
を
損
傷
し
た
者
が
前
項
の
申
請
を
す
る
と
き

労
働
者

法
67
条
参
照

59
条

3
手
帳
の
再
交
付
を
受
け
た
後
、
滅
失
し
た
手
帳
を
発
見
し
た
と
き
は
、
速
や

か
に
、
こ
れ
を
第
一
項
の
都
道
府
県
労
働
局
長
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

手
帳
所
持
者

労
働
者

法
67
条
参
照

60
条

当
該
手
帳
所
持
者
の
相
続
人
又
は
法
定
代
理
人
は
、
遅
滞
な
く
、
手
帳
を
そ

の
者
の
住
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

当
該
手
帳
所
持
者

の
相
続
人
又
は
法

定
代
理
人

手
帳
所
持
者
が
死

亡
し
た
と
き

労
働
者

法
67
条
参
照

61
条

1

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
就
業
を
禁
止
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
伝
染

予
防
の
措
置
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
病
毒
伝
ぱ
の
お
そ
れ
の
あ
る
伝
染
性
の
疾
病
に
か
か
つ
た
者

二
　
心
臓
、
腎
臓
、
肺
等
の
疾
病
で
労
働
の
た
め
病
勢
が
著
し
く
増
悪
す
る

お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
か
か
つ
た
者

三
　
前
各
号
に
準
ず
る
疾
病
で
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
か
か
つ
た

者

事
業
者

労
働
者

法
68
条
参
照

－2882－



安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

61
条

2
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
就
業
を
禁
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
産
業
医
そ
の
他
専
門
の
医
師
の
意
見
を
き
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

労
働
者

法
68
条
参
照

61
条
の
2

準
用
規
定

厚
生
労
働
大
臣

第
二
十
四
条
の
規

定
明
記
な
し

61
条
の
3

1

都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
事
業
者
が
快
適
な
職
場
環
境
の
形
成
の
た
め
の
措

置
の
実
施
に
関
し
必
要
な
計
画
を
作
成
し
、
提
出
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当

該
計
画
が
法
第
七
十
一
条
の
三
の
指
針
に
照
ら
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
そ
の
旨
の
認
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

都
道
府
県
労
働
局

長
明
記
な
し

61
条
の
3

2
法
第
七
十
一
条
の
四
の
援
助
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
前
項
の
認
定
を
受
け

た
事
業
者
に
対
し
、
特
別
の
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

都
道
府
県
労
働
局

長
明
記
な
し

62
条

免
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
定
め
た
も
の
（
逐
条
25
9頁

）

法
第
十
二
条
第
一

項
、
第
十
四
条
又

は
第
六
十
一
条
第

一
項
の
免
許
（
以

下
「
免
許
」
と
い

う
。
）
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
者

明
記
な
し

63
条

免
許
の
申
請
手
続
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
（
逐
条
26
7頁

）

ガ
ス
溶
接
作
業
主

任
者
免
許
、
林
業

架
線
作
業
主
任
者

免
許
、
発
破
技
士

免
許
又
は
揚
貨
装

置
運
転
士
免
許
に

係
る
法
第
七
十
二

条
第
二
項
第
二
号

の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
者

明
記
な
し

64
条

同
一
免
許
の
取
得
制
限
を
定
め
た
も
の
（
逐
条
27
1頁

）
免
許
を
現
に
受
け
て
い
る
者

明
記
な
し

65
条

1

身
体
又
は
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
当
該
免
許
に
係
る
業
務
を
適
正
に
行

う
に
当
た
つ
て
必
要
な
せ
ん
孔
機
械
、
装
て
ん
機
若
し
く
は
発
破
器
の
操

作
、
結
線
又
は
不
発
の
装
薬
若
し
く
は
残
薬
の
点
検
及
び
処
理
を
適
切
に
行

う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
こ
と
。

発
破
技
士
免
許
に

係
る
法
第
七
十
二

条
第
三
項
の
厚
生

労
働
省
令
で
定
め

る
者

明
記
な
し

65
条

2
身
体
又
は
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
当
該
免
許
に
係
る
業
務
を
適
正
に
行

う
に
当
た
つ
て
必
要
な
揚
貨
装
置
の
操
作
又
は
揚
貨
装
置
の
周
囲
の
状
況
の

確
認
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
こ
と
。

揚
貨
装
置
運
転
士

免
許
に
係
る
法
第

七
十
二
条
第
三
項

の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
者

明
記
な
し

65
条

3
身
体
又
は
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
当
該
免
許
に
係
る
業
務
を
適
正
に
行

う
に
当
た
つ
て
必
要
な
溶
接
機
器
の
操
作
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い

者
と
す
る
こ
と
。

ガ
ス
溶
接
作
業
主

任
者
免
許
に
係
る

法
第
七
十
二
条
第

三
項
の
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
者

明
記
な
し

65
条
の
2

発
破
技
士
免
許
、
揚
貨
装
置
運
転
士
免
許
又
は
ガ
ス
溶
接
作
業
主
任
者
免
許

の
申
請
を
行
つ
た
者
が
そ
れ
ぞ
れ
前
条
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
三
項
に
規

定
す
る
者
に
該
当
す
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
者
に
免
許
を
与
え

る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
と
き
は
、
当
該
者
が
現
に
利
用
し
て
い
る
障
害
を

補
う
手
段
又
は
当
該
者
が
現
に
受
け
て
い
る
治
療
等
に
よ
り
障
害
が
補
わ

れ
、
又
は
障
害
の
程
度
が
軽
減
し
て
い
る
状
況
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

都
道
府
県
労
働
局

長
明
記
な
し

65
条
の
3

1

都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
身
体
又
は
精
神
の
機
能
の
障
害
が
あ
る
者
に
対
し

て
、
そ
の
者
が
行
う
こ
と
の
で
き
る
作
業
を
限
定
し
、
そ
の
他
作
業
に
つ
い

て
の
必
要
な
条
件
を
付
し
て
、
発
破
技
士
免
許
又
は
ガ
ス
溶
接
作
業
主
任
者

免
許
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

都
道
府
県
労
働
局

長
明
記
な
し

65
条
の
3

2

都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
身
体
又
は
精
神
の
機
能
の
障
害
が
あ
る
者
に
対
し

て
、
そ
の
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
揚
貨
装
置
の
種
類
を
限
定
し
、
そ
の
他

作
業
に
つ
い
て
の
必
要
な
条
件
を
付
し
て
、
揚
貨
装
置
運
転
士
免
許
を
与
え

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

都
道
府
県
労
働
局

長
明
記
な
し

66
条

次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

一
　
当
該
免
許
試
験
の
受
験
に
つ
い
て
の
不
正
そ
の
他
の
不
正
の
行
為
が
あ

つ
た
と
き
。

二
　
免
許
証
を
他
人
に
譲
渡
し
、
又
は
貸
与
し
た
と
き
。

三
　
免
許
を
受
け
た
者
か
ら
当
該
免
許
の
取
消
し
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
。

都
道
府
県
労
働
局

長

法
第
七
十
四
条
第

二
項
第
五
号
の
厚

生
労
働
省
令
で
定

め
る
と
き

明
記
な
し

66
条
の
2

1

免
許
証
（
様
式
第
十
一
号
）
を
交
付
し
て
行
う
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
一
人
に
対
し
、
日
を
同
じ
く
し
て
二
以
上
の
種
類
の
免
許
を
与
え
る

と
き
は
、
一
の
種
類
の
免
許
に
係
る
免
許
証
に
他
の
種
類
の
免
許
に
係
る
事

項
を
記
載
し
て
、
当
該
種
類
の
免
許
に
係
る
免
許
証
の
交
付
に
代
え
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

都
道
府
県
労
働
局

長
免
許

明
記
な
し

66
条
の
2

2

そ
の
異
な
る
種
類
の
免
許
に
係
る
免
許
証
に
そ
の
者
が
現
に
受
け
て
い
る
免

許
に
係
る
事
項
（
そ
の
者
が
現
に
受
け
て
い
る
免
許
の
中
に
そ
の
異
な
る
種

類
の
免
許
の
下
級
の
資
格
に
つ
い
て
の
免
許
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当

該
下
級
の
資
格
に
つ
い
て
の
免
許
に
係
る
事
項
を
除
く
。
）
を
記
載
し
て
、

そ
の
者
が
現
に
有
す
る
免
許
証
と
引
換
え
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

都
道
府
県
労
働
局

長

免
許
を
現
に
受
け

て
い
る
者
に
対

し
、
当
該
免
許
の

種
類
と
異
な
る
種

類
の
免
許
を
与
え

る
と
き

明
記
な
し

－2883－
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規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

66
条
の
2

3

ク
レ
ー
ン
則
第
二
百
二
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
扱
う
こ
と

の
で
き
る
機
械
の
種
類
を
床
上
運
転
式
ク
レ
ー
ン
に
限
定
し
た
ク
レ
ー
ン
・

デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
を
現
に
受
け
て
い
る
者
に
対
し
、
取
り
扱
う
こ
と
の

で
き
る
機
械
の
種
類
を
限
定
し
な
い
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
若

し
く
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
機
械
の
種
類

を
ク
レ
ー
ン
に
限
定
し
た
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
を
与
え
る
と

き
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
機
械
の
種
類
を
ク

レ
ー
ン
に
限
定
し
た
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
を
現
に
受
け
て
い

る
者
に
対
し
、
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
機
械
の
種
類
を
限
定
し
な
い
ク

レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
を
与
え
る
と
き
は
、
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ

ク
運
転
士
免
許
に
係
る
免
許
証
を
、
そ
の
者
が
現
に
有
す
る
免
許
証
と
引
換

え
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
ク

レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
と
異
な
る
種
類
の
免
許
を
現
に
受
け
て
い

る
と
き
は
、
当
該
ク
レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
に
係
る
免
許
証
に
、

当
該
異
な
る
種
類
の
免
許
に
係
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

都
道
府
県
労
働
局

長

ク
レ
ー
ン
則
第
二
百
二

十
四
条
の
四
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
取
り
扱
う

こ
と
の
で
き
る
機
械
の

種
類
を
床
上
運
転
式
ク

レ
ー
ン
に
限
定
し
た
ク

レ
ー
ン
・
デ
リ
ッ
ク
運

転
士
免
許
を
現
に
受
け

て
い
る
者
に
対
し
、
取

り
扱
う
こ
と
の
で
き
る

機
械
の
種
類
を
限
定
し

な
い
ク
レ
ー
ン
・
デ

リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
若

し
く
は
同
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
取
り
扱
う

こ
と
の
で
き
る
機
械
の

種
類
を
ク
レ
ー
ン
に
限

定
し
た
ク
レ
ー
ン
・
デ

リ
ッ
ク
運
転
士
免
許
を

与
え
る
と
き
又
は
同
項

の
規
定
に
よ
り
取
り
扱

う
こ
と
の
で
き
る
機
械

の
種
類
を
ク
レ
ー
ン
に

限
定
し
た
ク
レ
ー
ン
・

デ
リ
ッ
ク
運
転
士
免
許

を
現
に
受
け
て
い
る
者

に
対
し
、
取
り
扱
う
こ

明
記
な
し

66
条
の
3

1
当
該
免
許
試
験
に
合
格
し
た
後
、
遅
滞
な
く
、
免
許
申
請
書
（
様
式
第
十
二

号
）
を
当
該
免
許
試
験
を
行
つ
た
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

免
許
試
験
に
合
格

し
た
者
で
、
免
許

を
受
け
よ
う
と
す

る
も
の
（
次
項
の

者
を
除
く
。
）

明
記
な
し

66
条
の
3

2

当
該
免
許
試
験
に
合
格
し
た
後
、
遅
滞
な
く
、
前
項
の
免
許
申
請
書
に
第
七

十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
書
面
を
添
え
て
当
該
免
許
試
験
を
行
つ
た
指
定
試

験
機
関
の
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

法
第
七
十
五
条
の

二
の
指
定
試
験
機

関
（
以
下
「
指
定

試
験
機
関
」
と
い

う
。
）
が
行
う
免

許
試
験
に
合
格
し

た
者
で
、
免
許
を

受
け
よ
う
と
す
る

も
の

明
記
な
し

66
条
の
3

3
第
一
項
の
免
許
申
請
書
を
そ
の
者
の
住
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

免
許
試
験
に
合
格

し
た
者
以
外
の
者

で
、
免
許
を
受
け

よ
う
と
す
る
も
の

明
記
な
し

67
条

1

こ
れ
を
滅
失
し
、
又
は
損
傷
し
た
と
き
は
、
免
許
証
再
交
付
申
請
書
（
様
式

第
十
二
号
）
を
免
許
証
の
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
労
働
局
長
又
は
そ
の
者

の
住
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
、
免
許
証
の
再
交
付
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

免
許
証
の
交
付
を

受
け
た
者
で
、
当

該
免
許
に
係
る
業

務
に
現
に
就
い
て

い
る
も
の
又
は
就

こ
う
と
す
る
も
の

明
記
な
し

67
条

2

氏
名
を
変
更
し
た
と
き
は
、
免
許
証
書
替
申
請
書
（
様
式
第
十
二
号
）
を
免

許
証
の
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
労
働
局
長
又
は
そ
の
者
の
住
所
を
管
轄
す

る
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
、
免
許
証
の
書
替
え
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
。

前
項
に
規
定
す
る

者
明
記
な
し

67
条
の
2

当
該
免
許
の
取
消
し
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
免
許
取
消
申
請
書

（
様
式
第
十
三
号
）
を
免
許
証
の
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
労
働
局
長
又
は

そ
の
者
の
住
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

免
許
を
受
け
た
者

明
記
な
し

68
条

1
遅
滞
な
く
、
免
許
の
取
消
し
を
し
た
都
道
府
県
労
働
局
長
に
免
許
証
を
返
還

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

法
第
七
十
四
条
の

規
定
に
よ
り
免
許

の
取
消
し
の
処
分

を
受
け
た
者

明
記
な
し

68
条

2

当
該
免
許
証
に
当
該
取
消
し
に
係
る
免
許
と
異
な
る
種
類
の
免
許
に
係
る
事

項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
免
許
証
か
ら
当
該
取
消
し
に
係
る
免

許
に
係
る
事
項
を
抹
消
し
て
、
免
許
証
の
再
交
付
を
行
う
も
の
と
す
る
こ

と
。

前
項
の
規
定
に
よ

り
免
許
証
の
返
還

を
受
け
た
都
道
府

県
労
働
局
長

明
記
な
し

69
条

免
許
試
験

？
明
記
な
し

70
条

受
験
資
格
・
試
験
科
目

？
明
記
な
し

71
条

免
許
試
験
受
験
申
請
書
（
様
式
第
十
四
号
）
を
都
道
府
県
労
働
局
長
（
指
定

試
験
機
関
が
行
う
免
許
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
指
定
試

験
機
関
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

免
許
試
験
を
受
け

よ
う
と
す
る
者

明
記
な
し

71
条
の
2

免
許
試
験
に
合
格
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

都
道
府
県
労
働
局

長
又
は
指
定
試
験

機
関

明
記
な
し

72
条

免
許
試
験
の
う
ち
一
定
の
も
の
の
細
目
を
厚
生
労
働
祭
神
が
定
め
る
こ
と
を

定
め
た
も
の
。

？
明
記
な
し

74
条

揚
貨
装
置
運
転
実
技
教
習
の
教
習
科
目
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
（
逐
条
28
9

頁
）

？
明
記
な
し

75
条

様
式
第
十
五
号
に
よ
る
申
込
書
を
当
該
教
習
を
行
う
法
第
七
十
七
条
第
三
項

の
登
録
教
習
機
関
（
以
下
「
登
録
教
習
機
関
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

法
第
七
十
五
条
第

三
項
の
教
習
（
以

下
「
教
習
」
と
い

う
。
）
を
受
け
よ

う
と
す
る
者

明
記
な
し

76
条

当
該
教
習
を
修
了
し
た
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
教
習
修
了
証
（
様
式
第
十

六
号
）
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

教
習
を
行
つ
た
登

録
教
習
機
関

明
記
な
し

77
条

教
習
の
細
目
を
定
め
た
も
の
。

厚
生
労
働
大
臣

前
三
条
に
定
め
る

も
の
の
ほ
か
、
揚

貨
装
置
運
転
実
技

教
習
の
実
施
に
つ

い
て
必
要
な
事
項

明
記
な
し

－2884－
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安
衛
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項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

79
条

法
別
表
第
十
八
第
一
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
及
び
第
二
十
八
号
か
ら
第
三
十

五
号
ま
で
に
掲
げ
る
技
能
講
習
の
受
講
資
格
及
び
講
習
科
目
は
、
別
表
第
六

の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

？
明
記
な
し

80
条

技
能
講
習
受
講
申
込
書
（
様
式
第
十
五
号
）
を
当
該
技
能
講
習
を
行
う
登
録

教
習
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

技
能
講
習
を
受
け

よ
う
と
す
る
者

明
記
な
し

81
条

当
該
講
習
を
修
了
し
た
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
技
能
講
習
修
了
証
（
様
式

第
十
七
号
）
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

技
能
講
習
を
行
つ

た
登
録
教
習
機
関

明
記
な
し

82
条

1

こ
れ
を
滅
失
し
、
又
は
損
傷
し
た
と
き
は
、
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除

き
、
技
能
講
習
修
了
証
再
交
付
申
込
書
（
様
式
第
十
八
号
）
を
技
能
講
習
修

了
証
の
交
付
を
受
け
た
登
録
教
習
機
関
に
提
出
し
、
技
能
講
習
修
了
証
の
再

交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

技
能
講
習
修
了
証

の
交
付
を
受
け
た

者
で
、
当
該
技
能

講
習
に
係
る
業
務

に
現
に
就
い
て
い

る
も
の
又
は
就
こ

う
と
す
る
も
の

明
記
な
し

82
条

2

氏
名
を
変
更
し
た
と
き
は
、
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
技
能
講
習

修
了
証
書
替
申
込
書
（
様
式
第
十
八
号
）
を
技
能
講
習
修
了
証
の
交
付
を
受

け
た
登
録
教
習
機
関
に
提
出
し
、
技
能
講
習
修
了
証
の
書
替
え
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

技
能
講
習
修
了
証

の
交
付
を
受
け
た

者
で
、
当
該
技
能

講
習
に
係
る
業
務

に
現
に
就
い
て
い

る
も
の
又
は
就
こ

う
と
す
る
も
の

明
記
な
し

82
条

3

技
能
講
習
修
了
証
の
交
付
を
受
け
た
登
録
教
習
機
関
が
当
該
技
能
講
習
の
業

務
を
廃
止
し
た
場
合
（
当
該
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
及
び
当
該
登
録
が

そ
の
効
力
を
失
つ
た
場
合
を
含
む
。
）
及
び
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に

基
づ
く
命
令
に
係
る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
七
年
労
働

省
令
第
四
十
四
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
に
、

こ
れ
を
滅
失
し
、
若
し
く
は
損
傷
し
た
と
き
又
は
氏
名
を
変
更
し
た
と
き

は
、
技
能
講
習
修
了
証
明
書
交
付
申
込
書
（
様
式
第
十
八
号
）
を
同
項
た
だ

し
書
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
機
関
に
提
出
し
、
当
該
技
能

講
習
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。

技
能
講
習
修
了
証

の
交
付
を
受
け
た

者
で
、
当
該
技
能

講
習
に
係
る
業
務

に
現
に
就
い
て
い

る
も
の
又
は
就
こ

う
と
す
る
も
の

明
記
な
し

82
条

4

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
機
関
は
、
同
項
の
書

面
の
交
付
を
申
し
込
ん
だ
者
が
同
項
に
規
定
す
る
技
能
講
習
以
外
の
技
能
講

習
を
修
了
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
技
能
講
習
を
行
つ
た
登
録
教
習
機
関
か

ら
そ
の
者
の
当
該
技
能
講
習
の
修
了
に
係
る
情
報
の
提
供
を
受
け
て
、
そ
の

者
に
対
し
て
、
同
項
の
書
面
に
当
該
技
能
講
習
を
修
了
し
た
旨
を
記
載
し
て

交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

前
項
の
場
合
に
お

い
て
、
厚
生
労
働

大
臣
が
指
定
す
る

機
関

明
記
な
し

82
条
の
2

準
用
規
定

都
道
府
県
労
働
局

長
又
は
登
録
教
習

機
関

法
第
七
十
七
条
第

三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
五
十

三
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
都

道
府
県
労
働
局
長

が
技
能
講
習
の
業

務
の
全
部
又
は
一

部
を
自
ら
行
う
場

合
に
お
け
る
前
三

条
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て

明
記
な
し

83
条

技
能
講
習
の
細
目
に
つ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
の
裁
量
を
定
め
た
も
の
（
逐
条

31
4頁

）
厚
生
労
働
大
臣

第
七
十
九
条
か
ら

前
条
ま
で
に
定
め

る
も
の
の
ほ
か
、

法
別
表
第
十
八
第

一
号
か
ら
第
十
七

号
ま
で
及
び
第
二

十
八
号
か
ら
第
三

十
五
号
ま
で
に
掲

げ
る
技
能
講
習
の

実
施
に
つ
い
て
必

要
な
事
項

明
記
な
し

84
条

1
安
全
衛
生
改
善
計
画
の
作
成
指
示
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
（
逐
条
31
6頁

）
厚
生
労
働
大
臣

法
第
七
十
八
条
第

一
項
の
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
重

大
な
労
働
災
害

法
78
条
1項

参
照
。

労
働
者

84
条

2

法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
と
す
る
こ
と
。

一
　
前
項
の
重
大
な
労
働
災
害
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
重
大
な
労
働
災

害
」
と
い
う
。
）
を
発
生
さ
せ
た
事
業
者
が
、
当
該
重
大
な
労
働
災
害
を
発

生
さ
せ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
以
内
に
、
当
該
重
大
な
労
働
災
害
が
発
生

し
た
事
業
場
以
外
の
事
業
場
に
お
い
て
、
当
該
重
大
な
労
働
災
害
と
再
発
を

防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
同
様
で
あ
る
重
大
な
労
働
災
害
を
発
生
さ
せ
た
場

合 二
　
前
号
の
事
業
者
が
発
生
さ
せ
た
重
大
な
労
働
災
害
及
び
当
該
重
大
な
労

働
災
害
と
再
発
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
同
様
で
あ
る
重
大
な
労
働
災
害

が
、
い
ず
れ
も
当
該
事
業
者
が
法
、
じ
ん
肺
法
若
し
く
は
作
業
環
境
測
定
法

（
昭
和
五
十
年
法
律
第
二
十
八
号
）
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
基
づ
く
命
令
の
規

定
又
は
労
働
基
準
法
第
三
十
六
条
第
六
項
第
一
号
、
第
六
十
二
条
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
、
第
六
十
三
条
、
第
六
十
四
条
の
二
若
し
く
は
第
六
十
四
条

の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
の

規
定
に
違
反
し
て
発
生
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
場
合

厚
生
労
働
大
臣

法
第
七
十
八
条
第

一
項
の
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
場

合

法
78
条
1項

参
照
。

明
記
な
し

84
条

3
厚
生
労
働
大
臣
が
、
特
別
安
全
衛
生
改
善
計
画
作
成
指
示
書
（
様
式
第
十
九

号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣

法
第
七
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ

る
指
示

法
78
条
1項

参
照
。

明
記
な
し
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安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

84
条

4

特
別
安
全
衛
生
改
善
計
画
作
成
指
示
書
に
記
載
さ
れ
た
提
出
期
限
ま
で
に
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
特
別
安
全
衛
生
改
善
計
画
を
作
成
し
、
厚
生
労

働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

氏
名

二
　
計
画
の
対
象
と
す
る
事
業
場

三
　
計
画
の
期
間
及
び
実
施
体
制

四
　
当
該
事
業
者
が
発
生
さ
せ
た
重
大
な
労
働
災
害
及
び
当
該
重
大
な
労
働

災
害
と
再
発
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
同
様
で
あ
る
重
大
な
労
働
災
害
の

再
発
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
前
号
の
重
大
な
労
働
災
害
の
再
発
を

防
止
す
る
た
め
必
要
な
事
項

法
第
七
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ

り
特
別
安
全
衛
生

改
善
計
画
（
同
項

に
規
定
す
る
特
別

安
全
衛
生
改
善
計

画
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
及
び
次
条

に
お
い
て
同

じ
。
）
の
作
成
を

指
示
さ
れ
た
事
業

者

明
記
な
し

84
条

5
法
第
七
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
意
見
が
記
載
さ
れ
た
書
類
を
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

明
記
な
し

84
条
の
2

1
厚
生
労
働
大
臣
が
、
特
別
安
全
衛
生
改
善
計
画
変
更
指
示
書
（
様
式
第
十
九

号
の
二
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣

法
第
七
十
八
条
第

四
項
の
規
定
に
よ

る
変
更
の
指
示

明
記
な
し

84
条
の
2

2

特
別
安
全
衛
生
改
善
計
画
変
更
指
示
書
に
記
載
さ
れ
た
提
出
期
限
ま
で
に
特

別
安
全
衛
生
改
善
計
画
を
変
更
し
、
特
別
安
全
衛
生
改
善
計
画
変
更
届
（
様

式
第
十
九
号
の
三
）
に
よ
り
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

法
第
七
十
八
条
第

四
項
の
規
定
に
よ

り
特
別
安
全
衛
生

改
善
計
画
の
変
更

を
指
示
さ
れ
た
事

業
者

明
記
な
し

84
条
の
3

所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
が
、
安
全
衛
生
改
善
計
画
作
成
指
示
書
（
様
式
第

十
九
号
の
四
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

所
轄
都
道
府
県
労

働
局
長

法
第
七
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ

る
指
示

明
記
な
し

85
条

法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
機
械
等
は
、
法
に
基
づ

く
他
の
省
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
別
表
第
七
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
械
等

と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
別
表
第
七
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
械
等
で
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

一
　
機
械
集
材
装
置
、
運
材
索
道
（
架
線
、
搬
器
、
支
柱
及
び
こ
れ
ら
に
附

属
す
る
物
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
原
木
又
は
薪
炭
材
を
一
定
の
区
間
空
中
に
お

い
て
運
搬
す
る
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
架
設
通
路
及
び
足
場
以
外

の
機
械
等
（
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
特
定
機
械
等
及
び
令
第
六
条
第
十
四

号
の
型
枠
支
保
工
（
以
下
「
型
枠
支
保
工
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
で
、

六
月
未
満
の
期
間
で
廃
止
す
る
も
の

二
　
機
械
集
材
装
置
、
運
材
索
道
、
架
設
通
路
又
は
足
場
で
、
組
立
て
か
ら

解
体
ま
で
の
期
間
が
六
十
日
未
満
の
も
の

事
業
者

法
第
八
十
八
条
第

一
項
の
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
機

械
等

明
記
な
し

86
条

1

別
表
第
七
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
械
等
を
設
置
し
、
若
し
く
は
移
転
し
、
又
は

こ
れ
ら
の
主
要
構
造
部
分
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
八
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
様
式
第
二
十
号
に
よ
る
届
書
に
、
当
該
機
械
等
の

種
類
に
応
じ
て
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
及
び
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
図
面
等
を
添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

86
条

2
法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
要
し
な
い
も
の
と
す
る
こ

と
。

？
明
記
な
し

86
条

3
法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
要
し
な
い
も
の
と
す
る
こ

と
。

？
明
記
な
し

87
条

法
第
八
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次

に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
こ
と
。

一
　
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二

項
の
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
調
査
及
び
そ
の
結
果
に
基
づ
き
講
ず
る
措
置

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
十
四
条
の
二
の
指
針
に
従
つ
て
事

業
者
が
行
う
自
主
的
活
動

事
業
者

法
第
八
十
八
条
第

一
項
た
だ
し
書
の

厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
措
置

法
88
条
1項

参
照
。

明
記
な
し

87
条
の
2

事
業
場
ご
と
に
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
が
行
う
こ
と
。

所
轄
労
働
基
準
監

督
署
長

法
第
八
十
八
条
第

一
項
た
だ
し
書
の

規
定
に
よ
る
認
定

（
次
条
か
ら
第
八

十
八
条
ま
で
に
お

い
て
「
認
定
」
と

い
う
。
）

明
記
な
し

87
条
の
3

欠
格
事
項

？
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

明
記
な
し

87
条
の
4

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
場
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
適
合
し

て
い
る
と
き
は
、
認
定
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
第
八
十
七
条
の
措
置
を
適
切
に
実
施
し
て
い
る
こ
と
。

二
　
労
働
災
害
の
発
生
率
が
、
当
該
事
業
場
の
属
す
る
業
種
に
お
け
る
平
均

的
な
労
働
災
害
の
発
生
率
を
下
回
つ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

三
　
申
請
の
日
前
一
年
間
に
労
働
者
が
死
亡
す
る
労
働
災
害
そ
の
他
の
重
大

な
労
働
災
害
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
。

所
轄
労
働
基
準
監

督
署
長

明
記
な
し

－2886－



安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

87
条
の
5

1

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
場
ご
と
に
、
計
画
届
免
除
認
定
申
請
書
（
様

式
第
二
十
号
の
二
）
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督

署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
第
八
十
七
条
の
三
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
説
明
し
た
書
面

二
　
第
八
十
七
条
の
措
置
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
申
請
の
日
前
三
月
以
内

に
二
人
以
上
の
安
全
に
関
し
て
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
又
は
衛
生
に
関
し

て
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
に
よ
る
評
価
を
受
け
、
当
該
措
置
を
適
切
に
実

施
し
て
い
る
と
評
価
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
当
該
評
価
の
概
要
を

記
載
し
た
書
面

三
　
前
号
の
評
価
に
つ
い
て
、
一
人
以
上
の
安
全
に
関
し
て
優
れ
た
識
見
を

有
す
る
者
及
び
一
人
以
上
の
衛
生
に
関
し
て
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
に
よ

る
監
査
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

四
　
前
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る

書
面
（
当
該
書
面
が
な
い
場
合
に
は
、
当
該
事
実
に
つ
い
て
の
申
立
書
）

認
定
の
申
請
を
し

よ
う
と
す
る
事
業

者
明
記
な
し

87
条
の
5

2

前
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
安
全
に
関
し
て
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
と

は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
つ
て
認
定
の
実
施
に
つ
い
て
利
害

関
係
を
有
し
な
い
も
の
を
い
う
こ
と
。

一
　
労
働
安
全
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
し
て
三
年
以
上
そ
の
業
務
に
従
事
し
た

経
験
を
有
す
る
者
で
、
第
二
十
四
条
の
二
の
指
針
に
従
つ
て
事
業
者
が
行
う

自
主
的
活
動
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
の
評
価
を
三
件
以
上
行
つ
た
も
の

二
　
前
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

？
明
記
な
し

87
条
の
5

3

第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
衛
生
に
関
し
て
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
と

は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
つ
て
認
定
の
実
施
に
つ
い
て
利
害

関
係
を
有
し
な
い
も
の
を
い
う
こ
と
。

一
　
労
働
衛
生
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
し
て
三
年
以
上
そ
の
業
務
に
従
事
し
た

経
験
を
有
す
る
者
で
、
第
二
十
四
条
の
二
の
指
針
に
従
つ
て
事
業
者
が
行
う

自
主
的
活
動
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
の
評
価
を
三
件
以
上
行
つ
た
も
の

二
　
前
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

？
明
記
な
し

87
条
の
5

4
認
定
を
し
た
と
き
は
、
様
式
第
二
十
号
の
三
に
よ
る
認
定
証
を
交
付
す
る
も

の
と
す
る
。

所
轄
労
働
基
準
監

督
署
長

明
記
な
し

87
条
の
6

1
認
定
は
、
三
年
ご
と
に
そ
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
期
間
の
経
過
に

よ
つ
て
、
そ
の
効
力
を
失
う
こ
と
。

？
明
記
な
し

87
条
の
6

2
準
用
規
定

？
明
記
な
し

87
条
の
7

認
定
に
係
る
事
業
場
（
次
条
に
お
い
て
「
認
定
事
業
場
」
と
い
う
。
）
ご
と

に
、
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
実
施
状
況
等
報
告
書
（
様
式
第
二
十
号
の

四
）
に
第
八
十
七
条
の
措
置
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
行
つ
た
監
査
の
結
果
を

記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

認
定
を
受
け
た
事

業
者

明
記
な
し

87
条
の
8

認
定
事
業
場
に
お
い
て
第
八
十
七
条
の
措
置
を
行
わ
な
く
な
つ
た
と
き
は
、

遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

認
定
を
受
け
た
事

業
者

明
記
な
し

87
条
の
9

所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
認
定
を
受
け
た
事
業
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

一
　
第
八
十
七
条
の
三
第
一
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

二
　
第
八
十
七
条
の
四
第
一
号
又
は
第
二
号
に
適
合
し
な
く
な
つ
た
と
認
め

る
と
き
。

三
　
第
八
十
七
条
の
四
第
三
号
に
掲
げ
る
労
働
災
害
を
発
生
さ
せ
た
と
き
。

四
　
第
八
十
七
条
の
七
の
規
定
に
違
反
し
て
、
同
条
の
報
告
書
及
び
書
面
を

提
出
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
記
載
を
し
て
こ
れ
ら
を
提
出
し
た
と
き
。

五
　
不
正
の
手
段
に
よ
り
認
定
又
は
そ
の
更
新
を
受
け
た
と
き
。

所
轄
労
働
基
準
監

督
署
長

明
記
な
し

88
条

1
当
該
仕
事
の
請
負
契
約
を
締
結
し
て
い
る
事
業
場
ご
と
に
認
定
を
行
う
こ

と
。

所
轄
労
働
基
準
監

督
署
長

第
八
十
七
条
の
二

の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
建
設
業
に

属
す
る
事
業
の
仕

事
を
行
う
事
業
者

に
つ
い
て

87
条
の
2参

照
明
記
な
し

88
条

2
読
み
替
え
規
定

所
轄
労
働
基
準
監

督
署
長

前
項
の
認
定
に
つ

い
て
の
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
適
用
に
つ
い

て

87
条
の
2参

照
明
記
な
し

89
条

建
設
業
又
は
土
石
採
取
業
に
属
す
る
事
業
の
仕
事
の
う
ち
労
働
基
準
監
督
署

長
に
届
け
出
す
べ
き
仕
事
の
範
囲
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
（
逐
条
34
2頁

）
事
業
者

法
第
八
十
八
条
第

二
項
の
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
仕

事

法
88
条
2項

参
照
。

明
記
な
し

90
条

法
第
八
十
八
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
仕
事

事
業
者

法
第
八
十
八
条
第

三
項
の
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
仕

事

法
88
条
3項

参
照
。

労
働
者

3号
に
明
記
あ
り
。

91
条

1
建
設
業
に
係
る
計
画
の
届
出
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
（
逐
条
34
5頁

）

建
設
業
に
属
す
る

事
業
の
仕
事
に
つ

い
て
法
第
八
十
八

条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
を
し

よ
う
と
す
る
者

明
記
な
し

91
条

2
読
み
替
え
規
定

事
業
者

前
項
の
規
定

明
記
な
し
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）

実
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な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

92
条

土
石
採
取
業
に
係
る
計
画
の
届
出
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
（
逐
条
34
8頁

）

土
石
採
取
業
に
属

す
る
事
業
の
仕
事

に
つ
い
て
法
第
八

十
八
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
届
出

を
し
よ
う
と
す
る

者

明
記
な
し

92
条
の
2

1
法
第
八
十
八
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
工
事
は
、
別
表
第
七
の

上
欄
第
十
号
及
び
第
十
二
号
に
掲
げ
る
機
械
等
を
設
置
し
、
若
し
く
は
移
転

し
、
又
は
こ
れ
ら
の
主
要
構
造
部
分
を
変
更
す
る
工
事
と
す
る
こ
と
。

事
業
者

法
第
八
十
八
条
第

四
項
の
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
工

事

法
88
条
4項

参
照

明
記
な
し

92
条
の
2

2
法
第
八
十
八
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
仕
事
は
、
第
九
十
条
第

一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
仕
事
（
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に

掲
げ
る
仕
事
に
あ
つ
て
は
、
建
設
の
仕
事
に
限
る
。
）
と
す
る
こ
と
。

事
業
者

法
第
八
十
八
条
第

四
項
の
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
仕

事

法
88
条
4項

参
照

明
記
な
し

92
条
の
3

法
第
八
十
八
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、

別
表
第
九
の
上
欄
に
掲
げ
る
工
事
又
は
仕
事
の
区
分
に
応
じ
て
、
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
者
と
す
る
こ
と
。

事
業
者

法
第
八
十
八
条
第

四
項
の
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
資

格
を
有
す
る
者

法
88
条
4項

参
照

明
記
な
し

93
条

法
第
八
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
学
識
経
験
者
の
意
見
を
き
く
と
き

は
、
次
条
の
審
査
委
員
候
補
者
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
う
ち
か
ら
、

審
査
す
べ
き
内
容
に
応
じ
て
、
審
査
委
員
を
指
名
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

94
条

安
全
又
は
衛
生
に
つ
い
て
高
度
の
専
門
的
な
知
識
を
有
す
る
者
の
う
ち
か

ら
、
審
査
委
員
候
補
者
を
委
嘱
し
て
審
査
委
員
候
補
者
名
簿
を
作
成
し
、
こ

れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

94
条
の
2

次
の
仕
事
の
計
画
と
す
る
こ
と
。

一
　
高
さ
が
百
メ
ー
ト
ル
以
上
の
建
築
物
の
建
設
の
仕
事
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の

イ
　
埋
設
物
そ
の
他
地
下
に
存
す
る
工
作
物
（
第
二
編
第
六
章
第
一
節
及
び
第
六
百
三
十
四

条
の
二
に
お
い
て
「
埋
設
物
等
」
と
い
う
。
）
が
ふ
く
そ
う
す
る
場
所
に
近
接
す
る
場
所
で

行
わ
れ
る
も
の

ロ
　
当
該
建
築
物
の
形
状
が
円
筒
形
で
あ
る
等
特
異
で
あ
る
も
の

二
　
堤
高
が
百
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ダ
ム
の
建
設
の
仕
事
で
あ
つ
て
、
車
両
系
建
設
機
械
（
令

別
表
第
七
に
掲
げ
る
建
設
機
械
で
、
動
力
を
用
い
、
か
つ
、
不
特
定
の
場
所
に
自
走
で
き
る

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
転
倒
、
転
落
等
の
お
そ
れ
の
あ
る
傾
斜
地
に
お
い
て
当
該

車
両
系
建
設
機
械
を
用
い
て
作
業
が
行
わ
れ
る
も
の

三
　
最
大
支
間
三
百
メ
ー
ト
ル
以
上
の
橋
梁
り
よ
う
の
建
設
の
仕
事
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ
　
当
該
橋
梁
り
よ
う
の
け
た
が
曲
線
け
た
で
あ
る
も
の

ロ
　
当
該
橋
梁
り
よ
う
の
け
た
下
高
さ
が
三
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

四
　
長
さ
が
千
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ず
い
道
等
の
建
設
の
仕
事
で
あ
つ
て
、
落
盤
、
出
水
、
ガ

ス
爆
発
等
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

五
　
掘
削
す
る
土
の
量
が
二
十
万
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
掘
削
の
作
業
を
行
う
仕
事
で
あ

つ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ
　
当
該
作
業
が
地
質
が
軟
弱
で
あ
る
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の

ロ
　
当
該
作
業
が
狭
あ
い
な
場
所
に
お
い
て
車
両
系
建
設
機
械
を
用
い
て
行
わ
れ
る
も
の

六
　
ゲ
ー
ジ
圧
力
が
〇
・
二
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
上
の
圧
気
工
法
に
よ
る
作
業
を
行
う
仕
事
で

あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ
　
当
該
作
業
が
地
質
が
軟
弱
で
あ
る
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の

ロ
　
当
該
作
業
を
行
う
場
所
に
近
接
す
る
場
所
で
当
該
作
業
と
同
時
期
に
掘
削
の
作
業
が
行

わ
れ
る
も
の

都
道
府
県
労
働
局

長

法
第
八
十
九
条
の

二
第
一
項
の
厚
生

労
働
省
令
で
定
め

る
計
画

法
89
条
の
2第

1項
労
働
者

4号
に
明
記
あ
り
。

94
条
の
3

国
又
は
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
公
共
団
体
が
法
第
三
十
条
第
二
項
に
規
定

す
る
発
注
者
と
し
て
注
文
す
る
建
設
業
に
属
す
る
事
業
の
仕
事
の
計
画
と
す

る
こ
と
。

都
道
府
県
労
働
局

長

法
第
八
十
九
条
の

二
第
一
項
た
だ
し

書
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
計
画

明
記
な
し

94
条
の
4

準
用
規
定

厚
生
労
働
大
臣

第
九
十
三
条
及
び

第
九
十
四
条
の
規

定
93
条
、
94
条
参
照

明
記
な
し

95
条

1
都
道
府
県
労
働
局
長
の
指
揮
監
督
を
受
け
て
、
法
に
基
づ
く
省
令
に
定
め
る

も
の
の
ほ
か
、
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
こ
と
。

労
働
基
準
監
督
署

長
明
記
な
し

95
条

2
上
司
の
命
を
受
け
て
、
法
に
基
づ
く
立
入
検
査
、
司
法
警
察
員
の
職
務
そ
の

他
の
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
こ
と
。

労
働
基
準
監
督
官

明
記
な
し

95
条

3
労
働
基
準
法
施
行
規
則
様
式
第
十
八
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

労
働
基
準
監
督
官

法
第
九
十
一
条
第

三
項
の
証
票

法
91
条
3項

参
照
。

明
記
な
し

95
条
の
2

1
二
年
と
す
る
こ
と
。

労
働
衛
生
指
導
医

労
働
衛
生
指
導
医

の
任
期

明
記
な
し

95
条
の
2

2
当
該
労
働
衛
生
指
導
医
は
、
後
任
者
が
任
命
さ
れ
る
ま
で
そ
の
職
務
を
行
う

も
の
と
す
る
こ
と
。

労
働
衛
生
指
導
医

労
働
衛
生
指
導
医

の
任
期
が
満
了
し

た
と
き

明
記
な
し

95
条
の
3

様
式
第
二
十
一
号
の
二
の
二
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

労
働
基
準
監
督
官

法
第
九
十
六
条
第

五
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
九
十

一
条
第
三
項
の
証

票

法
96
条
5項

、
法
91

条
3項

、
4項

参
照
。

明
記
な
し

95
条
の
3の

2
様
式
第
二
十
一
号
の
二
の
三
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

独
立
行
政
法
人
労

働
者
健
康
安
全
機

構
の
職
員

法
第
九
十
六
条
の

二
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第

九
十
一
条
第
三
項

の
証
票

法
96
条
の
2第

5
項
、
法
91
条
3項

、
4項

参
照
。

明
記
な
し

95
条
の
6

労
働
者
に
健
康
障
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
で
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
も
の
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
作
業
場
に
お
い
て
、
労
働
者
を
当
該
物

の
ガ
ス
、
蒸
気
又
は
粉
じ
ん
に
ば
く
露
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
作
業
に
従
事
さ

せ
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
物
の
ば
く

露
の
防
止
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
様
式
第
二
十
一
号
の
七
に
よ
る

報
告
書
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

96
条

1
事
故
報
告
を
要
す
る
事
故
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
（
t逐
条
37
2頁

）
事
業
者

明
記
な
し

96
条

2
当
該
報
告
書
の
記
載
事
項
の
う
ち
次
条
第
一
項
の
報
告
書
の
記
載
事
項
と
重

複
す
る
部
分
の
記
入
は
要
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

明
記
な
し

－2888－
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質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

97
条

1

労
働
者
が
労
働
災
害
そ
の
他
就
業
中
又
は
事
業
場
内
若
し
く
は
そ
の
附
属
建

設
物
内
に
お
け
る
負
傷
、
窒
息
又
は
急
性
中
毒
に
よ
り
死
亡
し
、
又
は
休
業

し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
様
式
第
二
十
三
号
に
よ
る
報
告
書
を
所
轄
労
働

基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

97
条

2

同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
月
か
ら
三
月
ま
で
、
四
月
か
ら
六
月
ま

で
、
七
月
か
ら
九
月
ま
で
及
び
十
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
期
間
に
お
け
る
当

該
事
実
に
つ
い
て
、
様
式
第
二
十
四
号
に
よ
る
報
告
書
を
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間

に
お
け
る
最
後
の
月
の
翌
月
末
日
ま
で
に
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

前
項
の
場
合
に
お

い
て
、
休
業
の
日

数
が
四
日
に
満
た

な
い
と
き

労
働
者

98
条

法
第
百
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
事
業
者
、
労
働
者
、
機
械
等
貸
与
者
又

は
建
築
物
貸
与
者
に
対
し
、
必
要
な
事
項
を
報
告
さ
せ
、
又
は
出
頭
を
命
ず

る
と
き
は
、
次
の
事
項
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

一
　
報
告
を
さ
せ
、
又
は
出
頭
を
命
ず
る
理
由

二
　
出
頭
を
命
ず
る
場
合
に
は
、
聴
取
し
よ
う
と
す
る
事
項

厚
生
労
働
大
臣
、

都
道
府
県
労
働
局

長
又
は
労
働
基
準

監
督
署
長

明
記
な
し

98
条
の
2

1
法
第
百
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、

第
二
十
三
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
こ
と
。

事
業
者

法
第
百
一
条
第
一

項
及
び
第
二
項

（
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
次

項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る

方
法

法
10
1条

1項
参

照
。

労
働
者

法
10
1条

1項
参

照
。

98
条
の
2

2

法
第
百
一
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
こ
と
。

一
　
事
業
場
に
お
け
る
産
業
医
（
法
第
百
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
者
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
業
務
の
具
体
的
な
内
容

二
　
産
業
医
に
対
す
る
健
康
相
談
の
申
出
の
方
法

三
　
産
業
医
に
よ
る
労
働
者
の
心
身
の
状
態
に
関
す
る
情
報
の
取
扱
い
の
方

法

産
業
医
を
選
任
し

た
事
業
者

法
第
百
一
条
第
二

項
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
事
項

法
10
1条

2項
参

照
。

労
働
者

3号
に
明
記
あ
り

98
条
の
2

3

法
第
百
一
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方

法
と
す
る
こ
と
。

一
　
通
知
さ
れ
た
事
項
に
係
る
物
を
取
り
扱
う
各
作
業
場
の
見
や
す
い
場
所

に
常
時
掲
示
し
、
又
は
備
え
付
け
る
こ
と
。

二
　
書
面
を
、
通
知
さ
れ
た
事
項
に
係
る
物
を
取
り
扱
う
労
働
者
に
交
付
す

る
こ
と
。

三
　
磁
気
テ
ー
プ
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
物
に
記
録

し
、
か
つ
、
通
知
さ
れ
た
事
項
に
係
る
物
を
取
り
扱
う
各
作
業
場
に
当
該
物

を
取
り
扱
う
労
働
者
が
当
該
記
録
の
内
容
を
常
時
確
認
で
き
る
機
器
を
設
置

す
る
こ
と
。

事
業
者

法
第
百
一
条
第
四

項
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
方
法

法
10
1条

4項
参

照
。

労
働
者

2号
に
明
記
あ
り

98
条
の
3

準
用
規
定

厚
生
労
働
大
臣

第
二
十
四
条
の
規

定
明
記
な
し

98
条
の
4

法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
に
基
づ
き
同
項
の
疫
学
的
調
査
等
を
行
つ
た
と
き

は
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
当
該
疫
学
的
調
査
等
の
終
了
後
一
年
以
内
に
労
働

政
策
審
議
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣

明
記
な
し

99
条

正
本
に
そ
の
写
し
一
通
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

？
明
記
な
し

10
0条

法
に
基
づ
く
各
種
の
届
出
又
は
報
告
等
に
用
い
る
様
式
の
任
意
性
に
つ
い
て

定
め
た
も
の
（
逐
条
38
7頁

）
？

明
記
な
し

10
0条

の
2

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
等

？
明
記
な
し

10
1条

1
1

機
械
の
原
動
機
、
回
転
軸
、
歯
車
、
プ
ー
リ
ー
、
ベ
ル
ト
等
の
労
働
者
に
危

険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
は
、
覆
い
、
囲
い
、
ス
リ
ー
ブ
、
踏
切

橋
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

63
条

1項
床
面
か
ら
一
・
八
メ
ー
ト
ル
以
内
に
あ
る
動
力
傳
導
裝
置
の
車
軸
で
接
触
の

危
險
が
あ
る
も
の
に
は
、
囲
、
覆
又
は
ス
リ
ー
ブ
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

10
1条

2
1

回
転
軸
、
歯
車
、
プ
ー
リ
ー
、
フ
ラ
イ
ホ
イ
ー
ル
等
に
附
属
す
る
止
め
具
に

つ
い
て
は
、
埋
頭
型
の
も
の
を
使
用
し
、
又
は
覆
い
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

69
条

動
力
傳
導
裝
置
又
は
動
力
に
よ
つ
て
運
轉
す
る
車
軸
に
附
属
す
る
止
め
金
具

類
は
、
埋
頭
型
の
も
の
を
使
用
し
、
又
は
適
当
な
覆
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

使
用
者

動
力
傳
導
裝
置
又

は
動
力
に
よ
つ
て

運
轉
す
る
車
軸
に

附
属
す
る
止
め
金

具
類

労
働
者

10
1条

3
1

ベ
ル
ト
の
継
目
に
は
、
突
出
し
た
止
め
具
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

68
条

調
帶
の
継
目
に
は
、
突
出
し
た
金
具
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
突

出
部
を
削
つ
て
安
全
に
し
た
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

10
1条

4
1

第
一
項
の
踏
切
橋
に
は
、
高
さ
が
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
手
す
り
を

設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

63
条

3項
踏
切
橋
に
は
、
必
要
な
個
所
に
手
す
り
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

10
1条

5
踏
切
橋
の
設
備
が
あ
る
と
き
は
、
踏
切
橋
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

労
働
者

労
働
者

63
条

4項
踏
切
橋
の
設
備
が
あ
る
場
合
に
は
、
踏
切
橋
以
外
の
場
所
で
そ
の
車
軸
を
越

え
て
は
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

10
2条

1

通
路
又
は
作
業
箇
所
の
上
に
あ
る
ベ
ル
ト
で
、
プ
ー
リ
ー
間
の
距
離
が
三

メ
ー
ト
ル
以
上
、
幅
が
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
及
び
速
度
が
毎
秒
十

メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
も
の
に
は
、
そ
の
下
方
に
囲
い
を
設
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

『
労
働
安
全
衛
生

規
則
の
詳
解
』

（
労
働
調
査
会
）

（
以
下
「
詳
解
」

と
い
う
。
）
30
ｐ

65
条

通
路
又
は
作
業
個
所
の
上
に
あ
る
調
帶
で
、
調
車
間
の
距
離
三
メ
ー
ト
ル
以

上
、
幅
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
速
度
毎
秒
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

に
あ
つ
て
は
、
不
意
の
切
断
に
よ
る
危
害
を
防
止
す
る
た
め
、
そ
の
下
方
に

確
実
な
囲
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

10
3条

1
1

機
械
ご
と
に
ス
イ
ツ
チ
、
ク
ラ
ツ
チ
、
ベ
ル
ト
シ
フ
タ
ー
等
の
動
力
し
や
断

装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
連
続
し
た
一
団
の
機
械
で
、
共
通
の
動
力
し
や
断
装
置
を
有
し
、

か
つ
、
工
程
の
途
中
で
人
力
に
よ
る
原
材
料
の
送
給
、
取
出
し
等
の
必
要
の

な
い
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

詳
解
30
－
34
ｐ

75
条

動
力
に
よ
つ
て
運
轉
す
る
機
械
に
は
、
各
機
械
毎
に
遊
車
、
ク
ラ
ツ
チ
、
ス

イ
ツ
チ
等
の
動
力
し
や
断
裝
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
連
続

し
た
一
團
の
機
械
で
、
共
通
の
し
や
断
裝
置
を
有
す
る
も
の
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

10
3条

2
1

前
項
の
機
械
が
切
断
、
引
抜
き
、
圧
縮
、
打
抜
き
、
曲
げ
又
は
絞
り
の
加
工

を
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
動
力
し
や
断
装
置
を
当
該
加
工
の
作

業
に
従
事
す
る
者
が
そ
の
作
業
位
置
を
離
れ
る
こ
と
な
く
操
作
で
き
る
位
置

に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

同
上

10
3条

3
1

第
一
項
の
動
力
し
や
断
装
置
に
つ
い
て
は
、
容
易
に
操
作
が
で
き
る
も
の

で
、
か
つ
、
接
触
、
振
動
等
の
た
め
不
意
に
機
械
が
起
動
す
る
お
そ
れ
の
な

い
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

同
上

61
条

動
力
し
や
断
裝
置
は
、
容
易
に
操
作
が
で
き
る
も
の
で
、
且
つ
振
動
、
接
触

等
の
た
め
、
不
意
に
起
動
す
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

製
造
者
、
譲
渡
提

供
者
、
設
置
業

者
、
使
用
者
等

動
力
し
や
断
裝
置

労
働
者

10
4条

1
1

機
械
の
運
転
を
開
始
す
る
場
合
に
お
い
て
、
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
の
あ
る
と
き
は
、
一
定
の
合
図
を
定
め
、
合
図
を
す
る
者
を
指
名
し
て
、

関
係
労
働
者
に
対
し
合
図
を
行
な
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

73
条

1項
原
動
機
又
は
動
力
傳
導
裝
置
の
運
轉
を
開
始
す
る
際
、
こ
れ
を
関
係
労
働
者

に
、
予
め
周
知
さ
せ
る
た
め
の
一
定
の
合
図
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

10
4条

2
前
項
の
合
図
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

73
条

2項
前
項
の
定
を
確
実
に
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

－2889－



安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

10
5条

1
1

加
工
物
等
が
切
断
し
、
又
は
欠
損
し
て
飛
来
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危

険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
加
工
物
等
を
飛
散
さ
せ
る
機
械

に
覆
い
又
は
囲
い
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
覆
い
又
は
囲
い
を
設
け
る
こ
と
が
作
業
の
性
質
上
困
難
な
場
合
に

お
い
て
、
労
働
者
に
保
護
具
を
使
用
さ
せ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

13
3条

1項

研
ま
盤
に
よ
る
金
属
の
乾
燥
研
ま
、
ビ
ス
コ
ー
ス
紡
糸
作
業
、
炭
酸
含
有
清

涼
飮
料
水
の
び
ん
詰
そ
の
他
作
業
の
性
質
上
物
体
の
飛
來
に
よ
る
危
險
が
あ

る
と
き
は
、
飛
來
防
止
の
設
備
を
設
け
、
又
は
適
当
な
保
護
具
を
備
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

10
5条

2
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
保
護
具
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き

は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

13
3条

2項
作
業
中
前
項
の
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

10
6条

1
1

切
削
屑
が
飛
来
す
る
こ
と
等
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ

る
と
き
は
、
当
該
切
削
屑
を
生
ず
る
機
械
に
覆
い
又
は
囲
い
を
設
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
覆
い
又
は
囲
い
を
設
け
る
こ
と
が
作
業
の
性
質
上
困
難
な
場
合
に

お
い
て
、
労
働
者
に
保
護
具
を
使
用
さ
せ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

13
3条

1項

研
ま
盤
に
よ
る
金
属
の
乾
燥
研
ま
、
ビ
ス
コ
ー
ス
紡
糸
作
業
、
炭
酸
含
有
清

涼
飮
料
水
の
び
ん
詰
そ
の
他
作
業
の
性
質
上
物
体
の
飛
來
に
よ
る
危
險
が
あ

る
と
き
は
、
飛
來
防
止
の
設
備
を
設
け
、
又
は
適
当
な
保
護
具
を
備
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

10
6条

2
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
保
護
具
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き

は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

13
3条

2項
作
業
中
前
項
の
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

10
7条

1
1

機
械
（
刃
部
を
除
く
。
）
の
掃
除
、
給
油
、
検
査
、
修
理
又
は
調
整
の
作
業

を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き

は
、
機
械
の
運
転
を
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
機
械
の
運
転
中
に
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い

て
、
危
険
な
箇
所
に
覆
い
を
設
け
る
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

10
7条

2
1

前
項
の
規
定
に
よ
り
機
械
の
運
転
を
停
止
し
た
と
き
は
、
当
該
機
械
の
起
動

装
置
に
錠
を
掛
け
、
当
該
機
械
の
起
動
装
置
に
表
示
板
を
取
り
付
け
る
等
同

項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
以
外
の
者
が
当
該
機
械
を
運
転
す
る
こ
と
を

防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

作
業
に
従
事
す
る

労
働
者
以
外
の
者

（
措
置
対
象
）
同

項
の
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者
以
外

の
者

74
条

原
動
機
、
動
力
傳
導
裝
置
又
は
機
械
の
運
轉
を
停
止
し
て
、
掃
除
、
注
油
、

檢
査
の
作
業
を
す
る
場
合
に
は
、
必
要
あ
る
部
分
の
起
動
裝
置
に
錠
を
か

け
、
又
は
標
示
板
を
取
り
付
け
る
等
他
人
が
こ
れ
を
運
轉
し
て
、
危
害
の
生

ず
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
確
実
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

10
8条

1
1

機
械
の
刃
部
の
そ
う
じ
、
検
査
、
修
理
、
取
替
え
又
は
調
整
の
作
業
を
行
な

う
と
き
は
、
機
械
の
運
転
を
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
機
械
の
構
造
上
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

（
措
置
対
象
）
同

項
の
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者
以
外

の
者

本
文
に
は
保
護
対
象
の
記
載
は
な
い
が
、
た
だ
し
書
を
併
せ
て
読
む
こ
と
で
保
護
対
象
が
明
確
に
な
る
。

10
8条

2
1

前
項
の
規
定
に
よ
り
機
械
の
運
転
を
停
止
し
た
と
き
は
、
当
該
機
械
の
起
動

装
置
に
錠
を
か
け
、
当
該
機
械
の
起
動
装
置
に
表
示
板
を
取
り
付
け
る
等
同

項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
以
外
の
者
が
当
該
機
械
を
運
転
す
る
こ
と
を

防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

74
条

原
動
機
、
動
力
傳
導
裝
置
又
は
機
械
の
運
轉
を
停
止
し
て
、
掃
除
、
注
油
、

檢
査
の
作
業
を
す
る
場
合
に
は
、
必
要
あ
る
部
分
の
起
動
裝
置
に
錠
を
か

け
、
又
は
標
示
板
を
取
り
付
け
る
等
他
人
が
こ
れ
を
運
轉
し
て
、
危
害
の
生

ず
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
確
実
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

10
8条

3
1

運
転
中
の
機
械
の
刃
部
に
お
い
て
切
粉
払
い
を
し
、
又
は
切
削
剤
を
使
用
す

る
と
き
は
、
労
働
者
に
ブ
ラ
シ
そ
の
他
の
適
当
な
用
具
を
使
用
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

87
条

1項
運
轉
中
の
機
械
の
、
刄
部
に
お
け
る
切
粉
拂
い
又
は
注
油
の
た
め
に
は
、
ブ

ラ
シ
そ
の
他
適
当
な
用
具
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

10
8条

4
前
項
の
用
具
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

（
措
置
対
象
）
同
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
以
外
の
者

87
条

2項
前
項
の
用
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

10
8条

の
2

1

研
削
盤
又
は
プ
レ
ー
ナ
ー
の
テ
ー
ブ
ル
、
シ
エ
ー
パ
ー
の
ラ
ム
等
の
ス
ト

ロ
ー
ク
端
が
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
覆
い
、
囲

い
又
は
柵
を
設
け
る
等
当
該
危
険
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

86
条

第
七
十
五
條
乃
至
第
八
十
五
條
に
規
定
す
る
も
の
の
外
、
動
力
に
よ
つ
て
運

轉
す
る
機
械
の
危
險
な
部
分
に
は
、
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
適
当
な

安
全
裝
置
を
取
り
付
け
、
又
は
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

10
9条

1

紙
、
布
、
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
等
の
巻
取
り
ロ
ー
ル
、
コ
イ
ル
巻
等
で
労
働
者
に

危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
は
、
覆
い
、
囲
い
等
を
設
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

85
条

紙
、
布
等
を
通
す
ロ
ー
ル
機
で
、
手
を
卷
き
込
ま
れ
る
危
險
の
あ
る
部
分
に

は
、
安
全
裝
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

11
0条

1
1

動
力
に
よ
り
駆
動
さ
れ
る
機
械
に
作
業
中
の
労
働
者
の
頭
髪
又
は
被
服
が
巻

き
込
ま
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
労
働
者
に
適
当
な
作
業
帽
又
は

作
業
服
を
着
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

12
9条

1項

運
轉
中
の
原
動
機
、
動
力
傳
導
裝
置
又
は
動
力
に
よ
つ
て
運
轉
す
る
機
械
に

接
近
し
て
作
業
に
從
事
し
、
頭
髮
又
は
被
服
が
卷
き
込
ま
れ
る
危
險
が
あ
る

労
働
者
に
は
、
適
当
な
帽
子
又
は
作
業
服
を
着
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

11
0条

2
前
項
の
作
業
帽
又
は
作
業
服
の
着
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
を
着

用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

12
9条

2項
作
業
中
前
項
の
帽
子
又
は
作
業
服
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

11
1条

1
1

ボ
ー
ル
盤
、
面
取
り
盤
等
の
回
転
す
る
刃
物
に
作
業
中
の
労
働
者
の
手
が
巻

き
込
ま
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
労
働
者
に
手
袋
を
使
用
さ
せ
て

は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

13
0条

1項
作
業
中
労
働
者
に
手
袋
の
使
用
を
禁
止
す
る
機
械
は
、
予
め
労
働
者
に
こ
れ

を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

作
業
中
労
働
者
に

手
袋
の
使
用
を
禁

止
す
る
機
械

労
働
者

11
1条

2
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
手
袋
の
使
用
を
禁
止
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使

用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

13
0条

2項
前
項
の
機
械
作
業
中
、
手
袋
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

11
3条

1

立
旋
盤
、
タ
レ
ツ
ト
旋
盤
等
か
ら
突
出
し
て
回
転
し
て
い
る
加
工
物
が
労
働

者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
覆
い
、
囲
い
等
を
設
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

86
条

第
七
十
五
條
乃
至
第
八
十
五
條
に
規
定
す
る
も
の
の
外
、
動
力
に
よ
つ
て
運

轉
す
る
機
械
の
危
險
な
部
分
に
は
、
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
適
当
な

安
全
裝
置
を
取
り
付
け
、
又
は
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

11
4条

1

帯
の
こ
盤
（
木
材
加
工
用
帯
の
こ
盤
を
除
く
。
）
の
歯
の
切
断
に
必
要
な
部

分
以
外
の
部
分
及
び
の
こ
車
に
は
、
覆
い
又
は
囲
い
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

歯
に
接
触
す
る
危

険
及
び
帯
の
こ
の

飛
来
に
よ
る
危
険

（
詳
解
56
ｐ
）
の

防
止
が
趣
旨
で
あ

る
こ
と
か
ら
労
働

者
と
判
断

86
条

第
七
十
五
條
乃
至
第
八
十
五
條
に
規
定
す
る
も
の
の
外
、
動
力
に
よ
つ
て
運

轉
す
る
機
械
の
危
險
な
部
分
に
は
、
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
適
当
な

安
全
裝
置
を
取
り
付
け
、
又
は
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

11
5条

1
丸
の
こ
盤
（
木
材
加
工
用
丸
の
こ
盤
を
除
く
。
）
に
は
、
歯
の
接
触
予
防
装

置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

詳
解
57
ｐ

86
条

第
七
十
五
條
乃
至
第
八
十
五
條
に
規
定
す
る
も
の
の
外
、
動
力
に
よ
つ
て
運

轉
す
る
機
械
の
危
險
な
部
分
に
は
、
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
適
当
な

安
全
裝
置
を
取
り
付
け
、
又
は
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

11
6条

1
1

運
転
中
の
立
旋
盤
、
プ
レ
ー
ナ
ー
等
の
テ
ー
ブ
ル
に
は
、
労
働
者
を
乗
せ
て

は
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
テ
ー
ブ
ル
に
乗
つ
た
労
働
者
又
は
操
作
盤
に
配
置
さ
れ
た
労
働
者

が
、
直
ち
に
機
械
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

事
業
者

労
働
者

11
6条

2
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
を
除
い
て
、
運
転
中
の
立
旋
盤
、
プ
レ
ー
ナ
ー
等
の

テ
ー
ブ
ル
に
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

11
7条

1

回
転
中
の
研
削
と
い
し
が
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き

は
、
覆
い
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
直
径
が
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
研
削
と
い
し
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

77
条

1項
回
轉
中
破
壞
の
お
そ
れ
の
あ
る
研
ま
盤
の
と
石
車
に
は
、
堅
固
な
覆
を
設
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

－2890－



安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

11
8条

1

研
削
と
い
し
に
つ
い
て
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る
前
に
は
一
分
間
以

上
、
研
削
と
い
し
を
取
り
替
え
た
と
き
に
は
三
分
間
以
上
試
運
転
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

試
運
転
業
務
に
労

働
者
を
就
か
せ
る

と
き
は
、
安
全
の

た
め
特
別
教
育
を

行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
た
め
（
安

衛
法
59
Ⅲ
、
同
規

則
36
①
）

77
条

2項
前
項
の
と
石
車
を
取
り
替
え
た
と
き
は
、
少
く
と
も
三
分
間
試
運
轉
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

11
9条

1
研
削
と
い
し
に
つ
い
て
は
、
そ
の
最
高
使
用
周
速
度
を
こ
え
て
使
用
し
て
は

な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

12
0条

1
側
面
を
使
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
研
削
と
い
し
以
外
の
研
削
と
い
し
の

側
面
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

側
面
使
用
は
、
研
削
と
い
し
の
破
壊
の
主
要
因
の
1つ

（
詳
解
61
ｐ
）

12
1条

1

バ
フ
盤
（
布
バ
フ
、
コ
ル
ク
バ
フ
等
を
使
用
す
る
バ
フ
盤
を
除
く
。
）
の
バ

フ
の
研
ま
に
必
要
な
部
分
以
外
の
部
分
に
は
、
覆
い
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

「
接
触
、
バ
フ
材

の
切
片
、
と
粒
等

の
飛
来
、
加
工
材

の
研
削
粉
の
飛
来

等
」
（
詳
解
64

ｐ
）

86
条

第
七
十
五
條
乃
至
第
八
十
五
條
に
規
定
す
る
も
の
の
外
、
動
力
に
よ
つ
て
運

轉
す
る
機
械
の
危
險
な
部
分
に
は
、
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
適
当
な

安
全
裝
置
を
取
り
付
け
、
又
は
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

12
2条

1

木
材
加
工
用
丸
の
こ
盤
（
横
切
用
丸
の
こ
盤
そ
の
他
反
ぱ
つ
に
よ
り
労
働
者

に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
も
の
を
除
く
。
）
に
は
、
割
刃
そ
の
他
の

反
ぱ
つ
予
防
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

か
っ
こ
書
き
か
ら

読
み
取
り
可

79
条

木
工
用
丸
の
こ
盤
に
は
、
割
刄
そ
の
他
反
ぱ
つ
予
防
裝
置
を
取
り
付
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
横
び
き
用
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
丸
の
こ
盤
で
、
反

ぱ
つ
の
危
險
が
な
い
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

12
3条

1

木
材
加
工
用
丸
の
こ
盤
（
製
材
用
丸
の
こ
盤
及
び
自
動
送
り
装
置
を
有
す
る

丸
の
こ
盤
を
除
く
。
）
に
は
、
歯
の
接
触
予
防
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

詳
解
69
ｐ

86
条

第
七
十
五
條
乃
至
第
八
十
五
條
に
規
定
す
る
も
の
の
外
、
動
力
に
よ
つ
て
運

轉
す
る
機
械
の
危
險
な
部
分
に
は
、
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
適
当
な

安
全
裝
置
を
取
り
付
け
、
又
は
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

12
4条

1
木
材
加
工
用
帯
の
こ
盤
の
歯
の
切
断
に
必
要
な
部
分
以
外
の
部
分
及
び
の
こ

車
に
は
、
覆
い
又
は
囲
い
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

詳
解
70
ｐ

80
条

木
工
用
帶
の
こ
盤
の
歯
及
び
動
輪
に
は
、
切
断
に
必
要
な
歯
の
部
分
を
除
い

て
、
囲
又
は
覆
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

12
5条

1

木
材
加
工
用
帯
の
こ
盤
の
ス
パ
イ
ク
つ
き
送
り
ロ
ー
ラ
ー
又
は
の
こ
歯
形
送

り
ロ
ー
ラ
ー
に
は
、
送
り
側
を
除
い
て
、
接
触
予
防
装
置
又
は
覆
い
を
設
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
作
業
者
が
ス
パ
イ
ク
つ
き
送
り
ロ
ー
ラ
ー
又
は
の
こ
歯
形
送
り

ロ
ー
ラ
ー
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
急
停
止
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

作
業
者

80
条

木
工
用
帶
の
こ
盤
の
歯
及
び
動
輪
に
は
、
切
断
に
必
要
な
歯
の
部
分
を
除
い

て
、
囲
又
は
覆
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

条
文
上
は
あ
え
て
「
作
業
者
」
と
規
定

12
6条

1
手
押
し
か
ん
な
盤
に
は
、
刃
の
接
触
予
防
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。

事
業
者

労
働
者

加
工
材
の
送
給
中

に
刃
に
接
触
す
る

危
険
等
（
詳
解
73

ｐ
）

86
条

第
七
十
五
條
乃
至
第
八
十
五
條
に
規
定
す
る
も
の
の
外
、
動
力
に
よ
つ
て
運

轉
す
る
機
械
の
危
險
な
部
分
に
は
、
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
適
当
な

安
全
裝
置
を
取
り
付
け
、
又
は
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

12
7条

1
1

面
取
り
盤
（
自
動
送
り
装
置
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
は
、
刃
の
接
触

予
防
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
接
触
予
防
装
置
を
設
け
る
こ
と
が
作
業
の
性
質
上
困
難
な
場
合
に

お
い
て
、
労
働
者
に
治
具
又
は
工
具
を
使
用
さ
せ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

事
業
者

労
働
者

た
だ
し
書
を
参
照

86
条

第
七
十
五
條
乃
至
第
八
十
五
條
に
規
定
す
る
も
の
の
外
、
動
力
に
よ
つ
て
運

轉
す
る
機
械
の
危
險
な
部
分
に
は
、
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
適
当
な

安
全
裝
置
を
取
り
付
け
、
又
は
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

12
7条

2
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
治
具
又
は
工
具
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た

と
き
は
、
こ
れ
ら
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

12
8条

1
1

自
動
送
材
車
式
帯
の
こ
盤
の
送
材
車
と
歯
と
の
間
に
労
働
者
が
立
ち
入
る
こ

と
を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

12
8条

2
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
た
箇
所
に
立
ち
入
つ
て
は

な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

12
9条

令
第
六
条
第
六
号
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
木
材
加
工
用
機
械
作
業
主
任
者
技

能
講
習
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
木
材
加
工
用
機
械
作
業
主
任
者
を
選

任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

13
0条

木
材
加
工
用
機
械
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行
な
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

主
任
者
の
職
務
は
、
作
業
の
指
揮
（
1号

）
や
、
機
械
及

び
安
全
装
置
の
点
検
（
2号

）
等
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る

と
、
実
質
的
な
保
護
対
象
は
作
業
者
（
労
働
者
）
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

13
0条

の
2

1

食
品
加
工
用
切
断
機
又
は
食
品
加
工
用
切
削
機
の
刃
の
切
断
又
は
切
削
に
必

要
な
部
分
以
外
の
部
分
に
は
、
覆
い
、
囲
い
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。

事
業
者

労
働
者

13
0条

の
3第

1項
及
び
13
0条

の
4第

1項
を
参
照

86
条

第
七
十
五
條
乃
至
第
八
十
五
條
に
規
定
す
る
も
の
の
外
、
動
力
に
よ
つ
て
運

轉
す
る
機
械
の
危
險
な
部
分
に
は
、
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
適
当
な

安
全
裝
置
を
取
り
付
け
、
又
は
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

13
0条

の
3

1
1

前
条
の
機
械
（
原
材
料
の
送
給
が
自
動
的
に
行
わ
れ
る
構
造
の
も
の
を
除

く
。
）
に
原
材
料
を
送
給
す
る
場
合
に
お
い
て
、
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す

お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
機
械
の
運
転
を
停
止
し
、
又
は
労
働
者
に
用

具
等
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

13
0条

の
3

2
前
項
の
用
具
等
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

13
0条

の
4

1
1

第
百
三
十
条
の
二
の
機
械
（
原
材
料
の
取
出
し
が
自
動
的
に
行
わ
れ
る
構
造

の
も
の
を
除
く
。
）
か
ら
原
材
料
を
取
り
出
す
場
合
に
お
い
て
、
労
働
者
に

危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
機
械
の
運
転
を
停
止
し
、
又

は
労
働
者
に
用
具
等
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

13
0条

の
4

2
前
項
の
用
具
等
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

13
0条

の
5

1
1

食
品
加
工
用
粉
砕
機
又
は
食
品
加
工
用
混
合
機
の
開
口
部
か
ら
転
落
す
る
こ

と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
蓋
、
囲
い
、

高
さ
が
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
柵
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

た
だ
し
、
蓋
、
囲
い
、
柵
等
を
設
け
る
こ
と
が
作
業
の
性
質
上
困
難
な
場
合

に
お
い
て
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
使
用
さ
せ
る
等
転
落
の
危
険
を

防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

11
1条

1項

物
品
揚
卸
口
、
ピ
ツ
ト
、
煮
沸
そ
う
、
車
軸
道
、
作
業
床
の
端
若
し
く
は
開

口
部
、
た
て
坑
又
は
四
十
度
以
上
の
斜
坑
の
坑
口
及
び
こ
れ
が
他
の
坑
道
と

交
わ
る
場
所
並
び
に
井
戸
、
船
の
そ
う
口
そ
の
他
労
働
者
が
就
業
中
又
は
通

行
の
際
に
、
墜
落
の
危
險
が
あ
る
個
所
に
は
囲
、
手
す
り
、
覆
等
の
設
備
を

設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
常
時
監
視
人
を
置
く
等
適
当
な
措
置
を

講
ず
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

13
0条

の
5

2
1

前
項
の
開
口
部
か
ら
可
動
部
分
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が

生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
蓋
、
囲
い
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。

事
業
者

労
働
者

11
1条

1項

物
品
揚
卸
口
、
ピ
ツ
ト
、
煮
沸
そ
う
、
車
軸
道
、
作
業
床
の
端
若
し
く
は
開

口
部
、
た
て
坑
又
は
四
十
度
以
上
の
斜
坑
の
坑
口
及
び
こ
れ
が
他
の
坑
道
と

交
わ
る
場
所
並
び
に
井
戸
、
船
の
そ
う
口
そ
の
他
労
働
者
が
就
業
中
又
は
通

行
の
際
に
、
墜
落
の
危
險
が
あ
る
個
所
に
は
囲
、
手
す
り
、
覆
等
の
設
備
を

設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
常
時
監
視
人
を
置
く
等
適
当
な
措
置
を

講
ず
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

－2891－



安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

13
0条

の
5

3
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
の
使

用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

11
2条

2項

前
項
の
設
備
で
、
や
む
を
得
な
い
必
要
が
あ
る
と
き
に
限
り
、
そ
の
部
分
に

つ
い
て
臨
時
に
こ
れ
を
取
り
外
す
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
こ
れ
を
取
り
外

し
た
者
は
、
そ
の
必
要
な
期
間
後
直
ち
に
元
の
状
態
に
復
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

13
0条

の
6

1
1

前
条
第
一
項
の
機
械
（
原
材
料
の
送
給
が
自
動
的
に
行
わ
れ
る
構
造
の
も
の

を
除
く
。
）
に
原
材
料
を
送
給
す
る
場
合
に
お
い
て
、
労
働
者
に
危
険
を
及

ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
機
械
の
運
転
を
停
止
し
、
又
は
労
働
者

に
用
具
等
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

13
0条

の
6

2
前
項
の
用
具
等
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

13
0条

の
7

1
1

第
百
三
十
条
の
五
第
一
項
の
機
械
（
内
容
物
の
取
出
し
が
自
動
的
に
行
わ
れ

る
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）
か
ら
内
容
物
を
取
り
出
す
と
き
は
、
当
該
機
械

の
運
転
を
停
止
し
、
又
は
労
働
者
に
用
具
等
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

13
0条

の
7

2
前
項
の
用
具
等
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

13
0条

の
8

1
食
品
加
工
用
ロ
ー
ル
機
の
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に

は
、
覆
い
、
囲
い
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

86
条

第
七
十
五
條
乃
至
第
八
十
五
條
に
規
定
す
る
も
の
の
外
、
動
力
に
よ
つ
て
運

轉
す
る
機
械
の
危
險
な
部
分
に
は
、
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
適
当
な

安
全
裝
置
を
取
り
付
け
、
又
は
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

13
0条

の
9

1

食
品
加
工
用
成
形
機
又
は
食
品
加
工
用
圧
縮
機
に
労
働
者
が
身
体
の
一
部
を

挟
ま
れ
る
こ
と
等
に
よ
り
当
該
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と

き
は
、
覆
い
、
囲
い
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

86
条

第
七
十
五
條
乃
至
第
八
十
五
條
に
規
定
す
る
も
の
の
外
、
動
力
に
よ
つ
て
運

轉
す
る
機
械
の
危
險
な
部
分
に
は
、
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
適
当
な

安
全
裝
置
を
取
り
付
け
、
又
は
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

13
1条

1
1

プ
レ
ス
等
に
つ
い
て
は
、
安
全
囲
い
を
設
け
る
等
当
該
プ
レ
ス
等
を
用
い
て

作
業
を
行
う
労
働
者
の
身
体
の
一
部
が
危
険
限
界
に
入
ら
な
い
よ
う
な
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
ス
ラ
イ
ド
又
は
刃
物
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
機
構
を
有

す
る
プ
レ
ス
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

78
条

動
力
に
よ
つ
て
運
轉
す
る
圧
機
又
は
切
断
機
に
は
、
金
型
又
は
刄
物
に
よ
る

危
害
を
防
止
す
る
た
め
、
安
全
裝
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、

金
型
又
は
刄
物
の
作
動
す
る
部
分
に
手
を
入
れ
る
必
要
の
な
い
場
合
に
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

13
1条

2
1

作
業
の
性
質
上
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、
当
該
プ
レ

ス
等
を
用
い
て
作
業
を
行
う
労
働
者
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
次
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
安
全
装
置
（
手
払
い
式
安
全
装
置
を
除
く
。
）
を
取

り
付
け
る
等
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

86
条

第
七
十
五
條
乃
至
第
八
十
五
條
に
規
定
す
る
も
の
の
外
、
動
力
に
よ
つ
て
運

轉
す
る
機
械
の
危
險
な
部
分
に
は
、
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
適
当
な

安
全
裝
置
を
取
り
付
け
、
又
は
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

13
1条

3
1

前
二
項
の
措
置
は
、
行
程
の
切
替
え
ス
イ
ツ
チ
、
操
作
の
切
替
え
ス
イ
ツ
チ

若
し
く
は
操
作
ス
テ
ー
シ
ヨ
ン
の
切
替
え
ス
イ
ツ
チ
又
は
安
全
装
置
の
切
替

え
ス
イ
ツ
チ
を
備
え
る
プ
レ
ス
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
切
替
え
ス
イ
ツ
チ
が

切
り
替
え
ら
れ
た
い
か
な
る
状
態
に
お
い
て
も
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

前
二
項
の
措
置

労
働
者

13
1条

の
2

1
1

動
力
プ
レ
ス
の
金
型
の
取
付
け
、
取
外
し
又
は
調
整
の
作
業
を
行
う
場
合
に

お
い
て
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
の
身
体
の
一
部
が
危
険
限
界
に
入

る
と
き
は
、
ス
ラ
イ
ド
が
不
意
に
下
降
す
る
こ
と
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を

防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
安
全
ブ
ロ
ツ
ク
を
使
用

さ
せ
る
等
の
措
置
を
講
じ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

13
1条

の
2

2
前
項
の
安
全
ブ
ロ
ツ
ク
を
使
用
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。

労
働
者

「
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
」
と
の
限
定
あ
り

労
働
者

13
1条

の
3

1

プ
レ
ス
機
械
の
金
型
の
調
整
の
た
め
ス
ラ
イ
ド
を
作
動
さ
せ
る
と
き
は
、
寸

動
機
構
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
寸
動
に
よ
り
、
寸
動
機
構
を
有
す
る
も

の
以
外
の
も
の
に
あ
つ
て
は
手
回
し
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

労
働
者

13
2条

1
プ
レ
ス
等
の
ク
ラ
ツ
チ
、
ブ
レ
ー
キ
そ
の
他
制
御
の
た
め
に
必
要
な
部
分
の

機
能
を
常
に
有
効
な
状
態
に
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

13
3条

令
第
六
条
第
七
号
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
プ
レ
ス
機
械
作
業
主
任
者
技
能
講

習
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
プ
レ
ス
機
械
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

13
4条

プ
レ
ス
機
械
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行
な
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。

事
業
者

労
働
者

13
0条

と
同
様

13
4条

の
2

1

動
力
プ
レ
ス
に
よ
る
作
業
の
う
ち
令
第
六
条
第
七
号
の
作
業
以
外
の
作
業
を

行
う
場
合
に
お
い
て
、
動
力
プ
レ
ス
及
び
そ
の
安
全
装
置
に
切
替
え
キ
ー
ス

イ
ツ
チ
を
設
け
た
と
き
は
、
当
該
キ
ー
を
保
管
す
る
者
を
定
め
、
そ
の
者
に

当
該
キ
ー
を
保
管
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

13
4条

の
3

1

動
力
プ
レ
ス
に
つ
い
て
は
、
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
事
項

に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
一
年
を
超
え
る
期
間
使
用
し
な
い
動
力
プ
レ
ス
の
当
該
使
用
し
な

い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

13
1条

は
保
護
対
象
と
し
て
労
働
者
を
明
記
し
て
い
る
と

こ
ろ
、
動
力
プ
レ
ス
の
検
査
の
趣
旨
は
プ
レ
ス
等
に
よ
る

労
働
者
へ
の
危
険
防
止
に
あ
る
か
ら
、
実
質
的
な
保
護
対

象
は
労
働
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
裏
付

け
は
な
く
、
ま
た
自
信
の
解
釈
が
入
っ
て
い
る
た
め
、
表

か
ら
は
除
外
し
た
。

13
4条

の
3

2
前
項
た
だ
し
書
の
動
力
プ
レ
ス
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始
す
る

際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

同
上

13
5条

1

動
力
に
よ
り
駆
動
さ
れ
る
シ
ヤ
ー
に
つ
い
て
は
、
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、

定
期
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

た
だ
し
、
一
年
を
超
え
る
期
間
使
用
し
な
い
シ
ヤ
ー
の
当
該
使
用
し
な
い
期

間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

同
上

13
5条

2
前
項
た
だ
し
書
の
シ
ヤ
ー
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始
す
る
際

に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

同
上

13
5条

の
2

前
二
条
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三

年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

同
上

13
5条

の
3

1
動
力
プ
レ
ス
に
係
る
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
自

主
検
査
（
特
定
自
主
検
査
）
は
、
第
百
三
十
四
条
の
三
に
規
定
す
る
自
主
検

査
と
す
る
こ
と
。

事
業
者

動
力
プ
レ
ス
に
係

る
法
第
四
十
五
条

第
二
項
の
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る

自
主
検
査

引
用
元
で
あ
る
法

第
45
条
第
2項

は
、

事
業
者
の
義
務
と

し
て
規
定
し
て
い

る
。

明
記
な
し

同
上

－2892－



安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

13
5条

の
3

2
動
力
プ
レ
ス
に
係
る
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資

格
を
有
す
る
労
働
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
こ

と
。

労
働
者

明
記
な
し

同
上

13
5条

の
3

3

動
力
プ
レ
ス
に
係
る
特
定
自
主
検
査
を
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
検
査
業
者

に
実
施
さ
せ
た
場
合
に
お
け
る
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第

五
号
中
「
検
査
を
実
施
し
た
者
の
氏
名
」
と
あ
る
の
は
、
「
検
査
業
者
の
名

称
」
と
す
る
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

前
条
（
13
5条

の
2）

は
、
事
業
者
に

よ
る
記
録
・
保
存

義
務
を
定
め
て
い

る
。

明
記
な
し

同
上

13
5条

の
3

4
動
力
プ
レ
ス
に
係
る
特
定
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
当
該
動
力
プ
レ
ス

の
見
や
す
い
箇
所
に
、
特
定
自
主
検
査
を
行
つ
た
年
月
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
検
査
標
章
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

同
上

13
6条

1
プ
レ
ス
等
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
に
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る

前
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
点
検
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

同
上

13
7条

1

第
百
三
十
四
条
の
三
若
し
く
は
第
百
三
十
五
条
の
自
主
検
査
又
は
前
条
の
点

検
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
補
修
そ
の
他
の
必

要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

同
上

13
8条

1
遠
心
機
械
に
は
、
ふ
た
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

内
容
物
の
飛
来
に
よ
る
危
険
、
異
物
の
落
下
に
よ
る
回
転
数
の
破
壊
及
び
破
片
の
飛
来
の
危
険
、
回
転
体
と
の
接
触
等
の
危
険
（
詳
解
11
3ｐ

）

13
9条

1

遠
心
機
械
（
内
容
物
の
取
出
し
が
自
動
的
に
行
な
わ
れ
る
構
造
の
も
の
を
除

く
。
）
か
ら
内
容
物
を
取
り
出
す
と
き
は
、
当
該
機
械
の
運
転
を
停
止
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

回
転
体
に
接
触
す
る
危
険
、
回
転
体
や
内
容
物
に
巻
き
込
ま
れ
る
危
険
（
詳
解
11
3ｐ

）

14
0条

1
遠
心
機
械
に
つ
い
て
は
、
そ
の
最
高
使
用
回
転
数
を
こ
え
て
使
用
し
て
は
な

ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

14
1条

1

動
力
に
よ
り
駆
動
さ
れ
る
遠
心
機
械
に
つ
い
て
は
、
一
年
以
内
ご
と
に
一

回
、
定
期
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

た
だ
し
、
一
年
を
こ
え
る
期
間
使
用
し
な
い
遠
心
機
械
の
当
該
使
用
し
な
い

期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

13
4条

の
3と

同
様

14
1条

2
前
項
た
だ
し
書
の
遠
心
機
械
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始
す
る
際

に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

14
1条

3
前
二
項
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三

年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

14
1条

4
1

第
一
項
又
は
第
二
項
の
自
主
検
査
を
行
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
常
を
認

め
た
と
き
は
、
補
修
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

明
記
な
し

14
2条

1
1

粉
砕
機
又
は
混
合
機
（
第
百
三
十
条
の
五
第
一
項
の
機
械
を
除
く
。
）
の
開

口
部
か
ら
転
落
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る

と
き
は
、
蓋
、
囲
い
、
高
さ
が
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
柵
等
を
設
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
蓋
、
囲
い
、
柵
等
を
設
け
る
こ
と
が
作
業
の
性
質
上
困
難
な
場
合

に
お
い
て
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
使
用
さ
せ
る
等
転
落
の
危
険
を

防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

11
1条

1項

物
品
揚
卸
口
、
ピ
ツ
ト
、
煮
沸
そ
う
、
車
軸
道
、
作
業
床
の
端
若
し
く
は
開

口
部
、
た
て
坑
又
は
四
十
度
以
上
の
斜
坑
の
坑
口
及
び
こ
れ
が
他
の
坑
道
と

交
わ
る
場
所
並
び
に
井
戸
、
船
の
そ
う
口
そ
の
他
労
働
者
が
就
業
中
又
は
通

行
の
際
に
、
墜
落
の
危
險
が
あ
る
個
所
に
は
囲
、
手
す
り
、
覆
等
の
設
備
を

設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
常
時
監
視
人
を
置
く
等
適
当
な
措
置
を

講
ず
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

14
2条

2
1

前
項
の
開
口
部
か
ら
可
動
部
分
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が

生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
蓋
、
囲
い
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。

事
業
者

労
働
者

11
1条

1項

物
品
揚
卸
口
、
ピ
ツ
ト
、
煮
沸
そ
う
、
車
軸
道
、
作
業
床
の
端
若
し
く
は
開

口
部
、
た
て
坑
又
は
四
十
度
以
上
の
斜
坑
の
坑
口
及
び
こ
れ
が
他
の
坑
道
と

交
わ
る
場
所
並
び
に
井
戸
、
船
の
そ
う
口
そ
の
他
労
働
者
が
就
業
中
又
は
通

行
の
際
に
、
墜
落
の
危
險
が
あ
る
個
所
に
は
囲
、
手
す
り
、
覆
等
の
設
備
を

設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
常
時
監
視
人
を
置
く
等
適
当
な
措
置
を

講
ず
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

14
2条

3
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
の
使

用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

11
2条

2項
前
項
の
防
止
方
法
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

14
3条

1
1

粉
砕
機
又
は
混
合
機
（
第
百
三
十
条
の
五
第
一
項
の
機
械
及
び
内
容
物
の
取

出
し
が
自
動
的
に
行
わ
れ
る
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）
か
ら
内
容
物
を
取
り

出
す
と
き
は
、
当
該
機
械
の
運
転
を
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
当
該
機
械
の
運
転
を
停
止
し
て
内
容
物
を
取
り
出
す
こ
と
が
作
業

の
性
質
上
困
難
な
場
合
に
お
い
て
、
労
働
者
に
用
具
を
使
用
さ
せ
た
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

た
だ
し
書
を
参
照

14
3条

2
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
用
具
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、

こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

14
4条

1

紙
、
布
、
金
属
箔
等
を
通
す
ロ
ー
ル
機
の
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

の
あ
る
部
分
に
は
、
囲
い
、
ガ
イ
ド
ロ
ー
ル
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。

事
業
者

労
働
者

85
条

紙
、
布
等
を
通
す
ロ
ー
ル
機
で
、
手
を
卷
き
込
ま
れ
る
危
險
の
あ
る
部
分
に

は
、
安
全
裝
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

14
5条

1
シ
ヤ
ツ
ト
ル
を
有
す
る
織
機
に
は
、
シ
ヤ
ツ
ト
ル
ガ
ー
ド
を
設
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

シ
ャ
ッ
ト
ル
へ
の

接
触
、
シ
ャ
ッ
ト

ル
の
飛
来
等
の
危

険
（
詳
解
12
0ｐ

）

84
条

織
機
に
は
、
シ
ヤ
ツ
ト
ル
の
脱
出
に
よ
り
危
害
を
防
止
す
る
た
め
、
確
実
な

裝
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
脱
出
の
お
そ
れ
の
な
い
も
の
又

は
脱
出
の
際
危
險
の
少
い
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

14
6条

1

伸
線
機
の
引
抜
き
ブ
ロ
ツ
ク
又
は
よ
り
線
機
の
ケ
ー
ジ
で
労
働
者
に
危
険
を

及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
は
、
覆
い
、
囲
い
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

86
条

第
七
十
五
條
乃
至
第
八
十
五
條
に
規
定
す
る
も
の
の
外
、
動
力
に
よ
つ
て
運

轉
す
る
機
械
の
危
險
な
部
分
に
は
、
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
適
当
な

安
全
裝
置
を
取
り
付
け
、
又
は
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

14
7条

1
1

射
出
成
形
機
、
鋳
型
造
形
機
、
型
打
ち
機
等
（
第
百
三
十
条
の
九
及
び
本
章

第
四
節
の
機
械
を
除
く
。
）
に
労
働
者
が
身
体
の
一
部
を
挟
ま
れ
る
お
そ
れ

の
あ
る
と
き
は
、
戸
、
両
手
操
作
式
に
よ
る
起
動
装
置
そ
の
他
の
安
全
装
置

を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

86
条

第
七
十
五
條
乃
至
第
八
十
五
條
に
規
定
す
る
も
の
の
外
、
動
力
に
よ
つ
て
運

轉
す
る
機
械
の
危
險
な
部
分
に
は
、
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
適
当
な

安
全
裝
置
を
取
り
付
け
、
又
は
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

14
7条

2
前
項
の
戸
は
、
閉
じ
な
け
れ
ば
機
械
が
作
動
し
な
い
構
造
の
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

前
項
の
戸

労
働
者

14
8条

1
扇
風
機
の
羽
根
で
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
は
、
網

又
は
囲
い
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

86
条

第
七
十
五
條
乃
至
第
八
十
五
條
に
規
定
す
る
も
の
の
外
、
動
力
に
よ
つ
て
運

轉
す
る
機
械
の
危
險
な
部
分
に
は
、
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
適
当
な

安
全
裝
置
を
取
り
付
け
、
又
は
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

－2893－



安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

14
9条

1

高
速
回
転
体
（
タ
ー
ビ
ン
ロ
ー
タ
ー
、
遠
心
分
離
機
の
バ
ス
ケ
ツ
ト
等
の
回

転
体
で
、
周
速
度
が
毎
秒
二
十
五
メ
ー
ト
ル
を
こ
え
る
も
の
を
い
う
。
以
下

こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
回
転
試
験
を
行
な
う
と
き
は
、
高
速
回
転
体

の
破
壊
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
専
用
の
堅
固
な
建
設
物
内
又
は
堅

固
な
障
壁
等
で
隔
離
さ
れ
た
場
所
で
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
次
条
の
高
速
回
転
体
以
外
の
高
速
回
転
体
の
回
転
試
験
を
行
な
う

場
合
に
お
い
て
、
試
験
設
備
に
堅
固
な
覆
い
を
設
け
る
等
当
該
高
速
回
転
体

の
破
壊
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

15
0条

1

高
速
回
転
体
（
回
転
軸
の
重
量
が
一
ト
ン
を
こ
え
、
か
つ
、
回
転
軸
の
周
速

度
が
毎
秒
百
二
十
メ
ー
ト
ル
を
こ
え
る
も
の
に
限
る
。
）
の
回
転
試
験
を
行

な
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
回
転
軸
に
つ
い
て
、
材
質
、
形
状
等
に

応
じ
た
種
類
の
非
破
壊
検
査
を
行
な
い
、
破
壊
の
原
因
と
な
る
お
そ
れ
の
あ

る
欠
陥
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

15
0条

の
2

1

前
条
の
高
速
回
転
体
の
回
転
試
験
を
行
う
と
き
は
、
遠
隔
操
作
の
方
法
に
よ

る
等
そ
の
制
御
、
測
定
等
の
作
業
を
行
う
労
働
者
に
当
該
高
速
回
転
体
の
破

壊
に
よ
る
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
方
法
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

制
御
、
測
定
等
の

作
業
を
行
う
労
働

者

条
文
上
は
「
制

御
、
測
定
等
の
作

業
を
行
う
労
働

者
」
に
限
定

15
0条

の
3

1

産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
可
動
範
囲
内
に
お
い
て
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
に
つ
い

て
教
示
等
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
不
意
の
作
動

に
よ
る
危
険
又
は
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
誤
操
作
に
よ
る
危
険
を
防
止
す

る
た
め
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
第
一
号
及
び
第
二
号
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の

駆
動
源
を
遮
断
し
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

15
0条

の
4

1

産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
を
運
転
す
る
場
合
（
教
示
等
の
た
め
に
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト

を
運
転
す
る
場
合
及
び
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
運
転
中
に
次
条
に
規
定
す
る
作

業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
を
運
転
す

る
と
き
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
に
接
触
す
る
こ
と

に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
さ
く
又
は
囲
い

を
設
け
る
等
当
該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

86
条

第
七
十
五
條
乃
至
第
八
十
五
條
に
規
定
す
る
も
の
の
外
、
動
力
に
よ
つ
て
運

轉
す
る
機
械
の
危
險
な
部
分
に
は
、
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
適
当
な

安
全
裝
置
を
取
り
付
け
、
又
は
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

15
0条

の
5

1

産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
可
動
範
囲
内
に
お
い
て
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
検

査
、
修
理
、
調
整
（
教
示
等
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
掃
除
若
し
く

は
給
油
又
は
こ
れ
ら
の
結
果
の
確
認
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
産
業
用

ロ
ボ
ツ
ト
の
運
転
を
停
止
す
る
と
と
も
に
、
当
該
作
業
を
行
つ
て
い
る
間
当

該
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
起
動
ス
イ
ツ
チ
に
錠
を
か
け
、
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ツ

ト
の
起
動
ス
イ
ツ
チ
に
作
業
中
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る
等
当
該
作
業
に
従
事

し
て
い
る
労
働
者
以
外
の
者
が
当
該
起
動
ス
イ
ツ
チ
を
操
作
す
る
こ
と
を
防

止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
運
転
中
に
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

場
合
に
お
い
て
、
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
不
意
の
作
動
に
よ
る
危
険
又
は

当
該
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
誤
操
作
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
措

置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

当
該
作
業
に
従
事

し
て
い
る
労
働
者

以
外
の
者

労
働
者

15
1条

1

産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
可
動
範
囲
内
に
お
い
て
当
該
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
に
つ
い

て
教
示
等
（
産
業
用
ロ
ボ
ツ
ト
の
駆
動
源
を
遮
断
し
て
行
う
も
の
を
除

く
。
）
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
次
の
事
項

（
※
1号

な
い
し
3号

）
に
つ
い
て
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち

に
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

詳
解
14
2ｐ

15
1条

の
2

「
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
」
の
定
義

明
記
な
し

15
1条

の
3

1
1

車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
を
用
い
て
作
業
（
不
整
地
運
搬
車
又
は
貨
物
自
動

車
を
用
い
て
行
う
道
路
上
の
走
行
の
作
業
を
除
く
。
以
下
第
百
五
十
一
条
の

七
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
作
業
に

係
る
場
所
の
広
さ
及
び
地
形
、
当
該
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
の
種
類
及
び

能
力
、
荷
の
種
類
及
び
形
状
等
に
適
応
す
る
作
業
計
画
を
定
め
、
か
つ
、
当

該
作
業
計
画
に
よ
り
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

路
肩
か
ら
の
転

落
、
軟
弱
地
盤
で

の
転
倒
、
荷
の
落

下
、
車
両
相
互
の

接
触
、
車
両
と

人
、
車
両
と
設
備

と
の
接
触
等
の
危

険
（
詳
解
15
1ｐ

）

15
1条

の
3

2
1

当
該
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
の
運
行
経
路
及
び
当
該
車
両
系
荷
役
運
搬
機

械
等
に
よ
る
作
業
の
方
法
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

前
項
の
作
業
計
画

明
記
な
し

15
1条

の
3

3
1

第
一
項
の
作
業
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
示
さ
れ
る
事

項
に
つ
い
て
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

関
係
労
働
者

15
1条

の
4

1

車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
の
指

揮
者
を
定
め
、
そ
の
者
に
前
条
第
一
項
の
作
業
計
画
に
基
づ
き
作
業
の
指
揮

を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
5

1
1

車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
（
最
高
速
度
が
毎
時
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も

の
を
除
く
。
）
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
作
業

に
係
る
場
所
の
地
形
、
地
盤
の
状
態
等
に
応
じ
た
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等

の
適
正
な
制
限
速
度
を
定
め
、
そ
れ
に
よ
り
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
5

2
前
項
の
制
限
速
度
を
超
え
て
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
を
運
転
し
て
は
な
ら

な
い
こ
と
。

運
転
者

明
記
な
し

15
1条

の
6

1
1

車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
車
両
系
荷
役
運

搬
機
械
等
の
転
倒
又
は
転
落
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当

該
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
の
運
行
経
路
に
つ
い
て
必
要
な
幅
員
を
保
持
す

る
こ
と
、
地
盤
の
不
同
沈
下
を
防
止
す
る
こ
と
、
路
肩
の
崩
壊
を
防
止
す
る

こ
と
等
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

15
1条

の
6

2
1

路
肩
、
傾
斜
地
等
で
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
を
用
い
て
作
業
を
行
う
場
合

に
お
い
て
、
当
該
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
の
転
倒
又
は
転
落
に
よ
り
労
働

者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
誘
導
者
を
配
置
し
、
そ
の
者

に
当
該
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
を
誘
導
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

15
1条

の
6

3
前
項
の
誘
導
者
が
行
う
誘
導
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

運
転
者

労
働
者

－2894－



安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

15
1条

の
7

1
1

車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
運
転
中
の
車
両

系
荷
役
運
搬
機
械
等
又
は
そ
の
荷
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険

が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
こ

と
。

た
だ
し
、
誘
導
者
を
配
置
し
、
そ
の
者
に
当
該
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
を

誘
導
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

15
1条

の
7

2
前
項
た
だ
し
書
の
誘
導
者
が
行
う
誘
導
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

運
転
者

労
働
者

15
1条

の
8

1
1

車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
に
つ
い
て
誘
導
者
を
置
く
と
き
は
、
一
定
の
合
図

を
定
め
、
誘
導
者
に
当
該
合
図
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

15
1条

の
7第

1項
参
照

15
1条

の
8

2
前
項
の
合
図
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

運
転
者

労
働
者

15
1条

の
9

1
1

車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
（
構
造
上
、
フ
オ
ー
ク
、
シ
ヨ
ベ
ル
、
ア
ー
ム
等

が
不
意
に
降
下
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
装
置
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
も
の
を

除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
フ
オ
ー
ク
、
シ
ヨ
ベ
ル
、
ア
ー
ム
等
又
は
こ

れ
ら
に
よ
り
支
持
さ
れ
て
い
る
荷
の
下
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら

な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
修
理
、
点
検
等
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
フ
オ
ー
ク
、
シ

ヨ
ベ
ル
、
ア
ー
ム
等
が
不
意
に
降
下
す
る
こ
と
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防

止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
安
全
支
柱
、
安
全
ブ
ロ
ツ

ク
等
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

15
1条

の
9

2
前
項
た
だ
し
書
の
安
全
支
柱
、
安
全
ブ
ロ
ツ
ク
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

労
働
者

「
前
項
た
だ
し
書

の
作
業
を
行
う
労

働
者
」
に
限
定

労
働
者

15
1条

の
10

1
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
に
荷
を
積
載
す
る
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

2号
参
照

15
1条

の
11

1
1

車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
の
運
転
者
が
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
と
き
は
、
当

該
運
転
者
に
次
の
措
置
を
講
じ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
11

2
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
の
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
と
き
は
、
前
項
各
号
に

掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

運
転
者

明
記
な
し

15
1条

の
12

1

車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
を
移
送
す
る
た
め
自
走
又
は
け
ん
引
に
よ
り
貨
物

自
動
車
に
積
卸
し
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
道
板
、
盛
土
等
を
使
用
す
る
と

き
は
、
当
該
車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
の
転
倒
、
転
落
等
に
よ
る
危
険
を
防

止
す
る
た
め
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
13

1

車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
（
不
整
地
運
搬
車
及
び
貨
物
自
動
車
を
除
く
。
）

を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
乗
車
席
以
外
の
箇
所
に
労
働
者
を
乗
せ
て

は
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
墜
落
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

15
1条

の
14

1

車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
を
荷
の
つ
り
上
げ
、
労
働
者
の
昇
降
等
当
該
車
両

系
荷
役
運
搬
機
械
等
の
主
た
る
用
途
以
外
の
用
途
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い

こ
と
。

た
だ
し
、
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

事
業
者

労
働
者

た
だ
し
書
を
参
照

15
1条

の
15

1

車
両
系
荷
役
運
搬
機
械
等
の
修
理
又
は
ア
タ
ツ
チ
メ
ン
ト
の
装
着
若
し
く
は

取
外
し
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
を
指
揮
す
る
者
を
定
め
、
そ
の

者
に
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

詳
解
17
1ｐ

昭
53
．
2．

10
基

発
第
78
号

15
1条

の
16

1

フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
に
つ
い
て
は
、
前
照
灯
及
び
後
照
灯
を
備
え
た
も
の
で
な

け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
作
業
を
安
全
に
行
う
た
め
必
要
な
照
度
が
保
持
さ
れ
て
い
る
場
所

に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

詳
解
17
2ｐ

15
1条

の
17

1

フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
ヘ
ツ
ド

ガ
ー
ド
を
備
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
荷
の
落
下
に
よ
り
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
の
運
転
者
に
危
険
を
及
ぼ
す

お
そ
れ
の
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

運
転
者

15
1条

の
18

1

フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
に
つ
い
て
は
、
バ
ツ
ク
レ
ス
ト
を
備
え
た
も
の
で
な
け
れ

ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
マ
ス
ト
の
後
方
に
荷
が
落
下
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を

及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

た
だ
し
書
を
参
照

15
1条

の
19

1

フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
に
よ
る
荷
役
運
搬
の
作
業
に
使
用
す
る
パ
レ
ツ
ト
又
は
ス

キ
ツ
ド
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は

な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
20

1

フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
に
つ
い
て
は
、
許
容
荷
重
（
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
の
構
造
及

び
材
料
並
び
に
フ
オ
ー
ク
等
（
フ
オ
ー
ク
、
ラ
ム
等
荷
を
積
載
す
る
装
置
を

い
う
。
）
に
積
載
す
る
荷
の
重
心
位
置
に
応
じ
負
荷
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

最
大
の
荷
重
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
能
力
を
超
え
て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い

こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
21

1

フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
に
つ
い
て
は
、
一
年
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
一
回
、
定

期
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
一
年
を
超
え
る
期
間
使
用
し
な
い
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
の
当
該
使
用

し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
21

2
前
項
た
だ
し
書
の
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始

す
る
際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
22

1

フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
に
つ
い
て
は
、
一
月
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
一
回
、
定

期
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
一
月
を
超
え
る
期
間
使
用
し
な
い
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
の
当
該
使
用

し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
22

2
前
項
た
だ
し
書
の
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始

す
る
際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
23

前
二
条
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三

年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

－2895－
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規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

15
1条

の
24

1
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
に
係
る
特
定
自
主
検
査
は
、
第
百
五
十
一
条
の
二
十
一
に

規
定
す
る
自
主
検
査
と
す
る
こ
と
。

事
業
者

フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト

に
係
る
特
定
自
主

検
査

明
記
な
し

15
1条

の
24

2
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
に
係
る
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
資
格
を
有
す
る
労
働
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す

る
こ
と
。

労
働
者

明
記
な
し

15
1条

の
24

3

運
行
の
用
に
供
す
る
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
（
同
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
適
用

を
受
け
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
点
検
を

行
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
点
検
を
行
つ
た
部
分
に
つ
い
て
は
第
百
五
十
一
条

の
二
十
一
の
自
主
検
査
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
24

4
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
に
係
る
特
定
自
主
検
査
を
検
査
業
者
に
実
施
さ
せ
た
場
合

に
お
け
る
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
五
号
中
「
検
査
を
実

施
し
た
者
の
氏
名
」
と
あ
る
の
は
、
「
検
査
業
者
の
名
称
」
と
す
る
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

明
記
な
し

15
1条

の
24

5
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
に
係
る
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
当
該
フ
オ
ー
ク
リ

フ
ト
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
特
定
自
主
検
査
を
行
つ
た
年
月
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
検
査
標
章
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
25

1
フ
オ
ー
ク
リ
フ
ト
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始

す
る
前
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
点
検
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
26

1

第
百
五
十
一
条
の
二
十
一
若
し
く
は
第
百
五
十
一
条
の
二
十
二
の
自
主
検
査

又
は
前
条
の
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直

ち
に
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
27

1

シ
ヨ
ベ
ル
ロ
ー
ダ
ー
等
に
つ
い
て
は
、
前
照
灯
及
び
後
照
灯
を
備
え
た
も
の

で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
作
業
を
安
全
に
行
う
た
め
必
要
な
照
度
が
保
持
さ
れ
て
い
る
場
所

に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

「
作
業
を
安
全
に

行
う
た
め
」
（
た

だ
し
書
）

15
1条

の
28

1

シ
ヨ
ベ
ル
ロ
ー
ダ
ー
等
に
つ
い
て
は
、
堅
固
な
ヘ
ツ
ド
ガ
ー
ド
を
備
え
た
も

の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
荷
の
落
下
に
よ
り
シ
ヨ
ベ
ル
ロ
ー
ダ
ー
等
の
運
転
者
に
危
険
を
及

ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

運
転
者

た
だ
し
書
を
参
照

15
1条

の
29

1
シ
ヨ
ベ
ル
ロ
ー
ダ
ー
等
に
つ
い
て
は
、
運
転
者
の
視
野
を
妨
げ
な
い
よ
う
に

荷
を
積
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

「
運
行
経
路
上
等
の
人
、
物
に
接
触
」
（
詳
解
18
5ｐ

）

15
1条

の
30

1
シ
ヨ
ベ
ル
ロ
ー
ダ
ー
等
に
つ
い
て
は
、
最
大
荷
重
そ
の
他
の
能
力
を
超
え
て

使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
31

1

シ
ヨ
ベ
ル
ロ
ー
ダ
ー
等
に
つ
い
て
は
、
一
年
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
一

回
、
定
期
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。

た
だ
し
、
一
年
を
超
え
る
期
間
使
用
し
な
い
シ
ヨ
ベ
ル
ロ
ー
ダ
ー
等
の
当
該

使
用
し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
31

2
前
項
た
だ
し
書
の
シ
ヨ
ベ
ル
ロ
ー
ダ
ー
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び

開
始
す
る
際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
32

1

シ
ヨ
ベ
ル
ロ
ー
ダ
ー
等
に
つ
い
て
は
、
一
月
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
一

回
、
定
期
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。

た
だ
し
、
一
月
を
超
え
る
期
間
使
用
し
な
い
シ
ヨ
ベ
ル
ロ
ー
ダ
ー
等
の
当
該

使
用
し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
32

2
前
項
た
だ
し
書
の
シ
ヨ
ベ
ル
ロ
ー
ダ
ー
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び

開
始
す
る
際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
33

前
二
条
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三

年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
34

1

シ
ヨ
ベ
ル
ロ
ー
ダ
ー
等
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
日
の
作
業
を

開
始
す
る
前
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
点
検
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
35

1

第
百
五
十
一
条
の
三
十
一
若
し
く
は
第
百
五
十
一
条
の
三
十
二
の
自
主
検
査

又
は
前
条
の
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直

ち
に
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
36

1

ス
ト
ラ
ド
ル
キ
ヤ
リ
ヤ
ー
に
つ
い
て
は
、
前
照
灯
及
び
後
照
灯
を
備
え
た
も

の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
作
業
を
安
全
に
行
う
た
め
必
要
な
照
度
が
保
持
さ
れ
て
い
る
場
所

に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

「
ス
ト
ラ
ド
ル
キ
ャ
リ
ヤ
ー
と
関
係
労
働
者
と
の
接
触
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
」
（
詳
解
18
9ｐ

）

15
1条

の
37

1
ス
ト
ラ
ド
ル
キ
ヤ
リ
ヤ
ー
に
つ
い
て
は
、
最
大
荷
重
そ
の
他
の
能
力
を
超
え

て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
38

1

ス
ト
ラ
ド
ル
キ
ヤ
リ
ヤ
ー
に
つ
い
て
は
、
一
年
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
一

回
、
定
期
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。

た
だ
し
、
一
年
を
超
え
る
期
間
使
用
し
な
い
ス
ト
ラ
ド
ル
キ
ヤ
リ
ヤ
ー
の
当

該
使
用
し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
38

2
前
項
た
だ
し
書
の
ス
ト
ラ
ド
ル
キ
ヤ
リ
ヤ
ー
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再

び
開
始
す
る
際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
39

1

ス
ト
ラ
ド
ル
キ
ヤ
リ
ヤ
ー
に
つ
い
て
は
、
一
月
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
一

回
、
定
期
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。

た
だ
し
、
一
月
を
超
え
る
期
間
使
用
し
な
い
ス
ト
ラ
ド
ル
キ
ヤ
リ
ヤ
ー
の
当

該
使
用
し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
39

2
前
項
た
だ
し
書
の
ス
ト
ラ
ド
ル
キ
ヤ
リ
ヤ
ー
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再

び
開
始
す
る
際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
40

前
二
条
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三

年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

－2896－
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規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

15
1条

の
41

1

ス
ト
ラ
ド
ル
キ
ヤ
リ
ヤ
ー
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
日
の
作
業

を
開
始
す
る
前
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
点
検
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
42

1

第
百
五
十
一
条
の
三
十
八
若
し
く
は
第
百
五
十
一
条
の
三
十
九
の
自
主
検
査

又
は
前
条
の
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直

ち
に
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
43

1

不
整
地
運
搬
車
（
運
行
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
前

照
灯
及
び
尾
灯
を
備
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
作
業
を
安
全
に
行
う
た
め
必
要
な
照
度
が
保
持
さ
れ
て
い
る
場
所

に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

「
作
業
を
安
全
に

行
う
た
め
」
（
た

だ
し
書
）

15
1条

の
44

1
不
整
地
運
搬
車
に
つ
い
て
は
、
最
大
積
載
量
そ
の
他
の
能
力
を
超
え
て
使
用

し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
45

1
1

最
大
積
載
量
が
五
ト
ン
以
上
の
不
整
地
運
搬
車
に
荷
を
積
む
作
業
（
ロ
ー
プ

掛
け
の
作
業
及
び
シ
ー
ト
掛
け
の
作
業
を
含
む
。
）
又
は
最
大
積
載
量
が
五

ト
ン
以
上
の
不
整
地
運
搬
車
か
ら
荷
を
卸
す
作
業
（
ロ
ー
プ
解
き
の
作
業
及

び
シ
ー
ト
外
し
の
作
業
を
含
む
。
）
を
行
う
と
き
は
、
墜
落
に
よ
る
労
働
者

の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
床
面
と
荷
台

上
の
荷
の
上
面
と
の
間
を
安
全
に
昇
降
す
る
た
め
の
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

15
1条

の
45

2
床
面
と
荷
台
上
の
荷
の
上
面
と
の
間
を
昇
降
す
る
と
き
は
、
同
項
の
昇
降
す

る
た
め
の
設
備
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

「
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
」
と
の
限
定
あ
り

労
働
者

15
1条

の
46

1
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
繊
維
ロ
ー
プ
を
不
整
地
運
搬
車
の
荷
掛

け
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

「
荷
の
上
等
で
身
体
を
反
ら
す
姿
勢
で
ロ
ー
プ
を
引
く
荷
掛
け
作
業
に
お
い
て
ロ
ー
プ
の
切
断
が
あ
っ
た
と
き
は
勢
い
よ
く
落
下
し
、
重
篤
な
災
害
に
な
る
」
（
詳
解
19
6ｐ

）

15
1条

の
47

1

繊
維
ロ
ー
プ
を
不
整
地
運
搬
車
の
荷
掛
け
に
使
用
す
る
と
き
は
、
そ
の
日
の

使
用
を
開
始
す
る
前
に
、
当
該
繊
維
ロ
ー
プ
を
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と

き
は
、
直
ち
に
取
り
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

同
上

15
1条

の
48

1

一
の
荷
で
そ
の
重
量
が
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の
を
不
整
地
運
搬
車
に
積

む
作
業
（
ロ
ー
プ
掛
け
の
作
業
及
び
シ
ー
ト
掛
け
の
作
業
を
含
む
。
）
又
は

不
整
地
運
搬
車
か
ら
卸
す
作
業
（
ロ
ー
プ
解
き
の
作
業
及
び
シ
ー
ト
外
し
の

作
業
を
含
む
。
）
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
を
指
揮
す
る
者
を
定
め
、
そ

の
者
に
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
作
業
手
順
及
び
作
業
手
順
ご
と
の
作
業
の
方
法
を
決
定
し
、
作
業
を
直

接
指
揮
す
る
こ
と
。

二
　
器
具
及
び
工
具
を
点
検
し
、
不
良
品
を
取
り
除
く
こ
と
。

三
　
当
該
作
業
を
行
う
箇
所
に
は
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
を
立
ち
入

ら
せ
な
い
こ
と
。

四
　
ロ
ー
プ
解
き
の
作
業
及
び
シ
ー
ト
外
し
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
荷
台

上
の
荷
の
落
下
の
危
険
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
後
に
当
該
作
業
の
着
手
を

指
示
す
る
こ
と
。

五
　
第
百
五
十
一
条
の
四
十
五
第
一
項
の
昇
降
す
る
た
め
の
設
備
及
び
保
護

帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

「
労
働
者
が
荷
台

等
か
ら
落
下
し
、

荷
と
接
触
し
、
又

は
荷
の
落
下
に
よ

る
危
険
」
（
詳
解

19
7ｐ

）

15
1条

の
49

1
1

不
整
地
運
搬
車
か
ら
荷
を
卸
す
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
に
従
事
す

る
労
働
者
に
中
抜
き
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

15
1条

の
49

2
中
抜
き
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

15
1条

の
50

1
1

荷
台
に
あ
お
り
の
な
い
不
整
地
運
搬
車
を
走
行
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
荷
台

に
労
働
者
を
乗
車
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

15
1条

の
50

2
前
項
の
場
合
に
お
い
て
同
項
の
荷
台
に
乗
車
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

15
1条

の
51

1
1

荷
台
に
あ
お
り
の
あ
る
不
整
地
運
搬
車
を
走
行
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
当

該
荷
台
に
労
働
者
を
乗
車
さ
せ
る
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

15
1条

の
51

2
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

前
項
第
二
号
の
労

働
者
＝
荷
台
に
乗

車
す
る
労
働
者

労
働
者

15
1条

の
52

1
1

最
大
積
載
量
が
五
ト
ン
以
上
の
不
整
地
運
搬
車
に
荷
を
積
む
作
業
（
ロ
ー
プ

掛
け
の
作
業
及
び
シ
ー
ト
掛
け
の
作
業
を
含
む
。
）
又
は
最
大
積
載
量
が
五

ト
ン
以
上
の
不
整
地
運
搬
車
か
ら
荷
を
卸
す
作
業
（
ロ
ー
プ
解
き
の
作
業
及

び
シ
ー
ト
外
し
の
作
業
を
含
む
。
）
を
行
う
と
き
は
、
墜
落
に
よ
る
労
働
者

の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
保
護
帽
を
着

用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

15
1条

の
52

2
前
項
の
保
護
帽
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

15
1条

の
53

1

不
整
地
運
搬
車
に
つ
い
て
は
、
二
年
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
一
回
、
定
期

に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
二
年
を
超
え
る
期
間
使
用
し
な
い
不
整
地
運
搬
車
の
当
該
使
用
し

な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
53

2
前
項
た
だ
し
書
の
不
整
地
運
搬
車
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始
す

る
際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
54

1

不
整
地
運
搬
車
に
つ
い
て
は
、
一
月
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
一
回
、
定
期

に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
一
月
を
超
え
る
期
間
使
用
し
な
い
不
整
地
運
搬
車
の
当
該
使
用
し

な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
54

2
前
項
た
だ
し
書
の
不
整
地
運
搬
車
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始
す

る
際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
55

前
二
条
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三

年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
56

1
不
整
地
運
搬
車
に
係
る
特
定
自
主
検
査
は
、
第
百
五
十
一
条
の
五
十
三
に
規

定
す
る
自
主
検
査
と
す
る
こ
と
。

事
業
者

不
整
地
運
搬
車
に

係
る
特
定
自
主
検

査
明
記
な
し

15
1条

の
56

2
第
百
五
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
は
、
不
整
地
運
搬
車
に
係
る
法
第

四
十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
労
働
者
に
つ

い
て
準
用
す
る
こ
と
。

労
働
者

第
百
五
十
一
条
の

二
十
四
第
二
項
の

規
定

明
記
な
し

－2897－



安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

15
1条

の
56

3

運
行
の
用
に
供
す
る
不
整
地
運
搬
車
（
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
八
条
第
一

項
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
い

て
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
点
検
を
行
つ
た
部
分
に
つ
い
て
は
第
百

五
十
一
条
の
五
十
三
の
自
主
検
査
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
56

4
不
整
地
運
搬
車
に
係
る
特
定
自
主
検
査
を
検
査
業
者
に
実
施
さ
せ
た
場
合
に

お
け
る
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
五
号
中
「
検
査
を
実
施

し
た
者
の
氏
名
」
と
あ
る
の
は
、
「
検
査
業
者
の
名
称
」
と
す
る
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

明
記
な
し

15
1条

の
56

5
不
整
地
運
搬
車
に
係
る
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
当
該
不
整
地
運
搬
車

の
見
や
す
い
箇
所
に
、
特
定
自
主
検
査
を
行
つ
た
年
月
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
検
査
標
章
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
57

1
不
整
地
運
搬
車
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す

る
前
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
点
検
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
58

1

第
百
五
十
一
条
の
五
十
三
若
し
く
は
第
百
五
十
一
条
の
五
十
四
の
自
主
検
査

又
は
前
条
の
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直

ち
に
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
59

1

構
内
運
搬
車
（
運
行
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ

ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
第
四
号
の
規
定
は
、
作
業
を
安
全
に
行
う
た
め
必
要
な
照
度
が
保

持
さ
れ
て
い
る
場
所
で
使
用
す
る
構
内
運
搬
車
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な

い
。

事
業
者

労
働
者

詳
解
20
6ｐ

15
1条

の
60

1
構
内
運
搬
車
に
被
け
ん
引
車
を
連
結
す
る
と
き
は
、
確
実
な
連
結
装
置
を
用

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

「
被
け
ん
引
車
の
暴
走
等
の
危
険
」
（
詳
解
20
7ｐ

）

15
1条

の
61

1
構
内
運
搬
車
に
つ
い
て
は
、
最
大
積
載
量
そ
の
他
の
能
力
を
超
え
て
使
用
し

て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

「
車
軸
等
の
強
度
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
車
軸
の
折
損
等
は
車
体
の
転
倒
等
危
険
を
発
生
」
（
詳
解
20
7ｐ

）

15
1条

の
62

1

一
の
荷
で
そ
の
重
量
が
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の
を
構
内
運
搬
車
に
積
む

作
業
（
ロ
ー
プ
掛
け
の
作
業
及
び
シ
ー
ト
掛
け
の
作
業
を
含
む
。
）
又
は
構

内
運
搬
車
か
ら
卸
す
作
業
（
ロ
ー
プ
解
き
の
作
業
及
び
シ
ー
ト
外
し
の
作
業

を
含
む
。
）
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
を
指
揮
す
る
者
を
定
め
、
そ
の
者

に
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
作
業
手
順
及
び
作
業
手
順
ご
と
の
作
業
の
方
法
を
決
定
し
、
作
業
を
直

接
指
揮
す
る
こ
と
。

二
　
器
具
及
び
工
具
を
点
検
し
、
不
良
品
を
取
り
除
く
こ
と
。

三
　
当
該
作
業
を
行
う
箇
所
に
は
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
を
立
ち
入

ら
せ
な
い
こ
と
。

四
　
ロ
ー
プ
解
き
の
作
業
及
び
シ
ー
ト
外
し
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
荷
台

上
の
荷
の
落
下
の
危
険
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
後
に
当
該
作
業
の
着
手
を

指
示
す
る
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

15
1条

の
48
と
同

様

15
1条

の
63

1
構
内
運
搬
車
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る

前
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
点
検
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
64

1
前
条
の
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に

補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
65

1

貨
物
自
動
車
（
運
行
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ

ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
第
八
号
の
規
定
は
、
最
高
速
度
が
毎
時
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下

の
貨
物
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

事
業
者

労
働
者

詳
解
21
0ｐ

、
21
1

ｐ

15
1条

の
66

1
貨
物
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
最
大
積
載
量
そ
の
他
の
能
力
を
超
え
て
使
用
し

て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

「
車
軸
等
の
強
度
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
車
軸
の
折
損
等
は
車
体
の
転
倒
等
危
険
を
発
生
」
（
詳
解
21
1ｐ

）

15
1条

の
67

1
1

最
大
積
載
量
が
五
ト
ン
以
上
の
貨
物
自
動
車
に
荷
を
積
む
作
業
（
ロ
ー
プ
掛

け
の
作
業
及
び
シ
ー
ト
掛
け
の
作
業
を
含
む
。
）
又
は
最
大
積
載
量
が
五
ト

ン
以
上
の
貨
物
自
動
車
か
ら
荷
を
卸
す
作
業
（
ロ
ー
プ
解
き
の
作
業
及
び

シ
ー
ト
外
し
の
作
業
を
含
む
。
）
を
行
う
と
き
は
、
墜
落
に
よ
る
労
働
者
の

危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
床
面
と
荷
台
上

の
荷
の
上
面
と
の
間
を
安
全
に
昇
降
す
る
た
め
の
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者

15
1条

の
67

2
床
面
と
荷
台
上
の
荷
の
上
面
と
の
間
を
昇
降
す
る
と
き
は
、
同
項
の
昇
降
す

る
た
め
の
設
備
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

「
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
」
と
の
限
定
あ
り

労
働
者

15
1条

の
68

1
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
繊
維
ロ
ー
プ
を
貨
物
自
動
車
の
荷
掛
け

に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

15
1条

の
46
と
同

様

15
1条

の
69

1

繊
維
ロ
ー
プ
を
貨
物
自
動
車
の
荷
掛
け
に
使
用
す
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
使

用
を
開
始
す
る
前
に
、
当
該
繊
維
ロ
ー
プ
を
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き

は
、
直
ち
に
取
り
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

同
上

15
1条

の
70

1

一
の
荷
で
そ
の
重
量
が
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の
を
貨
物
自
動
車
に
積
む

作
業
（
ロ
ー
プ
掛
け
の
作
業
及
び
シ
ー
ト
掛
け
の
作
業
を
含
む
。
）
又
は
貨

物
自
動
車
か
ら
卸
す
作
業
（
ロ
ー
プ
解
き
の
作
業
及
び
シ
ー
ト
外
し
の
作
業

を
含
む
。
）
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
を
指
揮
す
る
者
を
定
め
、
そ
の
者

に
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
作
業
手
順
及
び
作
業
手
順
ご
と
の
作
業
の
方
法
を
決
定
し
、
作
業
を
直

接
指
揮
す
る
こ
と
。

二
　
器
具
及
び
工
具
を
点
検
し
、
不
良
品
を
取
り
除
く
こ
と
。

三
　
当
該
作
業
を
行
う
箇
所
に
は
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
を
立
ち
入

ら
せ
な
い
こ
と
。

四
　
ロ
ー
プ
解
き
の
作
業
及
び
シ
ー
ト
外
し
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
荷
台

上
の
荷
の
落
下
の
危
険
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
後
に
当
該
作
業
の
着
手
を

指
示
す
る
こ
と
。

五
　
第
百
五
十
一
条
の
六
十
七
第
一
項
の
昇
降
す
る
た
め
の
設
備
及
び
保
護

帽
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

15
1条

の
48
と
同

様

15
1条

の
71

1
1

貨
物
自
動
車
か
ら
荷
を
卸
す
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る

労
働
者
に
中
抜
き
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者

15
1条

の
71

2
中
抜
き
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

「
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
」

労
働
者

15
1条

の
72

1
1

荷
台
に
あ
お
り
の
な
い
貨
物
自
動
車
を
走
行
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
荷
台
に

労
働
者
を
乗
車
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

「
貨
物
自
動
車
の
急
発
進
、
急
旋
回
急
停
止
等
の
際
に
墜
落
の
危
険
」
（
詳
解
21
5ｐ

）

－2898－



安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)
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)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

15
1条

の
72

2
前
項
の
場
合
に
お
い
て
同
項
の
荷
台
に
乗
車
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

15
1条

の
73

1
1

荷
台
に
あ
お
り
の
あ
る
貨
物
自
動
車
を
走
行
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

荷
台
に
労
働
者
を
乗
車
さ
せ
る
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

1号
参
照

15
1条

の
73

2
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

前
項
第
二
号
の
労
働
者
＝
荷
台
に
乗
車
す
る
労
働
者

労
働
者

15
1条

の
74

1
1

最
大
積
載
量
が
五
ト
ン
以
上
の
貨
物
自
動
車
に
荷
を
積
む
作
業
（
ロ
ー
プ
掛

け
の
作
業
及
び
シ
ー
ト
掛
け
の
作
業
を
含
む
。
）
又
は
最
大
積
載
量
が
五
ト

ン
以
上
の
貨
物
自
動
車
か
ら
荷
を
卸
す
作
業
（
ロ
ー
プ
解
き
の
作
業
及
び

シ
ー
ト
外
し
の
作
業
を
含
む
。
）
を
行
う
と
き
は
、
墜
落
に
よ
る
労
働
者
の

危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
保
護
帽
を
着
用

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者

15
1条

の
74

2
前
項
の
保
護
帽
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

「
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
」

労
働
者

15
1条

の
75

1
貨
物
自
動
車
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る

前
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
点
検
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
76

1
前
条
の
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に

補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
77

1

コ
ン
ベ
ヤ
ー
（
フ
ロ
ー
コ
ン
ベ
ヤ
ー
、
ス
ク
リ
ュ
ー
コ
ン
ベ
ヤ
ー
、
流
体
コ

ン
ベ
ヤ
ー
及
び
空
気
ス
ラ
イ
ド
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
停

電
、
電
圧
降
下
等
に
よ
る
荷
又
は
搬
器
の
逸
走
及
び
逆
走
を
防
止
す
る
た
め

の
装
置
（
第
百
五
十
一
条
の
八
十
二
に
お
い
て
「
逸
走
等
防
止
装
置
」
と
い

う
。
）
を
備
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
専
ら
水
平
の
状
態
で
使
用
す
る
と
き
そ
の
他
労
働
者
に
危
険
を
及

ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

た
だ
し
書
を
参
照

15
1条

の
78

1

コ
ン
ベ
ヤ
ー
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
の
身
体
の
一
部
が
巻
き
込
ま
れ
る
等
労

働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
非
常
の
場
合
に
直
ち
に
コ

ン
ベ
ヤ
ー
の
運
転
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

15
1条

の
79

1

コ
ン
ベ
ヤ
ー
か
ら
荷
が
落
下
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お

そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
コ
ン
ベ
ヤ
ー
に
覆
い
又
は
囲
い
を
設
け
る
等
荷

の
落
下
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

15
1条

の
80

1

ト
ロ
リ
ー
コ
ン
ベ
ヤ
ー
に
つ
い
て
は
、
ト
ロ
リ
ー
と
チ
ェ
ー
ン
及
び
ハ
ン

ガ
ー
と
が
容
易
に
外
れ
な
い
よ
う
相
互
に
確
実
に
接
続
さ
れ
て
い
る
も
の
で

な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

「
外
れ
る
こ
と
に

よ
り
搬
器
等
が
逸

送
し
又
は
落
下
す

る
こ
と
を
防
止
」

（
詳
解
22
2ｐ

）

15
1条

の
81

1
1

運
転
中
の
コ
ン
ベ
ヤ
ー
に
労
働
者
を
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
労
働
者
を
運
搬
す
る
構
造
の
コ
ン
ベ
ヤ
ー
に
つ
い
て
、
墜
落
、
接

触
等
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

15
1条

の
81

2
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
を
除
き
、
運
転
中
の
コ
ン
ベ
ヤ
ー
に
乗
つ
て
は
な
ら

な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

15
1条

の
82

1
コ
ン
ベ
ヤ
ー
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る

前
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
点
検
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
83

1
前
条
の
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に

補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
84

車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
定
義

該
当
な
し

明
記
な
し

15
1条

の
85

1

車
両
系
木
材
伐
出
機
械
に
つ
い
て
は
、
前
照
灯
を
備
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば

使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
作
業
を
安
全
に
行
う
た
め
必
要
な
照
度
が
保
持
さ
れ
て
い
る
場
所

に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

「
関
係
労
働
者
の
確
認
が
困
難
に
な
る
こ
と
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
路
肩
か
ら
の
転
落
、
岩
石
等
へ
の
乗
り
上
げ
等
が
発
生
し
や
す
く
な
る
こ
と
等
の
危
険
」
（
詳
解
23
5ｐ

）

15
1条

の
86

1

車
両
系
木
材
伐
出
機
械
に
つ
い
て
は
、
堅
固
な
ヘ
ツ
ド
ガ
ー
ド
を
備
え
た
も

の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
原
木
等
の
落
下
に
よ
り
運
転
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

運
転
者

た
だ
し
書
を
参
照

15
1条

の
87

1

車
両
系
木
材
伐
出
機
械
に
つ
い
て
は
、
原
木
等
の
飛
来
等
に
よ
り
運
転
者
に

危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
運
転
者
席
の
防
護
柵
等
当
該
危
険

を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
を
備
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な

い
こ
と
。

事
業
者

運
転
者

13
3条

1項

研
ま
盤
に
よ
る
金
属
の
乾
燥
研
ま
、
ビ
ス
コ
ー
ス
紡
糸
作
業
、
炭
酸
含
有
清

涼
飮
料
水
の
び
ん
詰
そ
の
他
作
業
の
性
質
上
物
体
の
飛
來
に
よ
る
危
險
が
あ

る
と
き
は
、
飛
來
防
止
の
設
備
を
設
け
、
又
は
適
当
な
保
護
具
を
備
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

15
1条

の
88

1

車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
車
両
系
木
材

伐
出
機
械
の
転
落
、
地
山
の
崩
壊
等
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た

め
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
作
業
に
係
る
場
所
に
つ
い
て
地
形
、
地
盤
の
状
態

等
並
び
に
伐
倒
す
る
立
木
及
び
取
り
扱
う
原
木
等
の
形
状
等
を
調
査
し
、
そ

の
結
果
を
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

15
1条

の
89

1
1

車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
前

条
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
よ
り
知
り
得
た
と
こ
ろ
に
適
応
す
る
作
業
計
画
を

定
め
、
か
つ
、
当
該
作
業
計
画
に
よ
り
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

労
働
者

「
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
機
械
の
運
転
者
の
ほ
か
に
関
係
労
働
者
が
作
業
す
る
場
合
も
多
く
、
作
業
の
輻
輳
等
に
よ
る
危
険
」
（
詳
解
24
0ｐ

）

15
1条

の
89

2
1

前
項
の
作
業
計
画
は
、
次
の
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

事
業
者

前
項
の
作
業
計
画

労
働
者

同
上

15
1条

の
89

3
1

第
一
項
の
作
業
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
前
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の

事
項
に
つ
い
て
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

関
係
労
働
者

労
働
者

同
上

15
1条

の
90

1

車
両
系
木
材
伐
出
機
械
（
伐
木
等
機
械
を
除
く
。
）
を
用
い
て
作
業
を
行
う

と
き
は
、
当
該
作
業
の
指
揮
者
を
定
め
、
そ
の
者
に
前
条
第
一
項
の
作
業
計

画
に
基
づ
き
作
業
の
指
揮
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

詳
解
24
1ｐ

15
1条

の
91

1
1

車
両
系
木
材
伐
出
機
械
（
最
高
速
度
が
毎
時
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の

を
除
く
。
）
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
作
業
に

係
る
場
所
の
地
形
、
地
盤
の
状
態
等
に
応
じ
た
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
適

正
な
制
限
速
度
を
定
め
、
そ
れ
に
よ
り
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
91

2
前
項
の
制
限
速
度
を
超
え
て
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
運
転
し
て
は
な
ら
な

い
こ
と
。

車
両
系
木
材
伐
出

機
械
の
運
転
者

明
記
な
し

－2899－
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規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

15
1条

の
92

1
1

車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
車
両
系
木
材
伐
出

機
械
の
転
倒
又
は
転
落
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
車

両
系
木
材
伐
出
機
械
の
運
行
経
路
に
つ
い
て
必
要
な
幅
員
を
保
持
す
る
こ

と
、
路
肩
の
崩
壊
を
防
止
す
る
こ
と
、
岩
石
、
根
株
等
の
障
害
物
を
除
去
す

る
こ
と
等
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

15
1条

の
92

2
1

路
肩
、
傾
斜
地
等
で
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
う
場
合
に

お
い
て
、
当
該
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
転
倒
又
は
転
落
に
よ
り
労
働
者
に

危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
誘
導
者
を
配
置
し
、
そ
の
者
に
当

該
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
誘
導
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

15
1条

の
92

3
前
項
の
誘
導
者
が
行
う
誘
導
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

運
転
者

労
働
者

15
1条

の
93

1

路
肩
、
傾
斜
地
等
で
あ
つ
て
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
転
倒
又
は
転
落
に

よ
り
運
転
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
お
い
て
は
、
転
倒
時

保
護
構
造
を
有
し
、
か
つ
、
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
備
え
た
も
の
以
外
の
車
両
系

木
材
伐
出
機
械
を
使
用
し
な
い
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
運
転
者
に
シ
ー
ト

ベ
ル
ト
を
使
用
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

運
転
者

15
1条

の
94

1
1

車
両
系
木
材
伐
出
機
械
に
つ
い
て
誘
導
者
を
置
く
と
き
は
、
一
定
の
合
図
を

定
め
、
誘
導
者
に
当
該
合
図
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
94

2
前
項
の
合
図
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

運
転
者

明
記
な
し

15
1条

の
95

1

車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
運
転
中
の
車
両
系

木
材
伐
出
機
械
又
は
取
り
扱
う
原
木
等
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に

危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な

い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

15
1条

の
96

1

車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
物
体
の
飛
来
等
に

よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
（
当
該
作
業
を
行
つ
て

い
る
場
所
の
下
方
で
、
原
木
等
が
転
落
し
、
又
は
滑
る
こ
と
に
よ
る
危
険
を

生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
を
含
む
。
）
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な

ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

12
2条

作
業
の
た
め
物
体
が
落
下
又
は
飛
來
し
て
危
險
が
あ
る
場
合
に
は
、
防
網
の

設
備
、
立
入
区
域
の
設
定
そ
の
他
適
当
な
危
害
防
止
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

15
1条

の
97

1
1

車
両
系
木
材
伐
出
機
械
（
構
造
上
、
ブ
ー
ム
、
ア
ー
ム
等
が
不
意
に
降
下
す

る
こ
と
を
防
止
す
る
装
置
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い

て
は
、
そ
の
ブ
ー
ム
、
ア
ー
ム
等
又
は
こ
れ
ら
に
よ
り
支
持
さ
れ
て
い
る
原

木
等
の
下
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
修
理
、
点
検
等
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
ブ
ー
ム
、
ア
ー

ム
等
が
不
意
に
降
下
す
る
こ
と
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、

当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
安
全
支
柱
、
安
全
ブ
ロ
ツ
ク
等
を
使
用
さ

せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

15
1条

の
97

2
前
項
た
だ
し
書
の
安
全
支
柱
、
安
全
ブ
ロ
ツ
ク
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

労
働
者

「
前
項
た
だ
し
書
の
作
業
を
行
う
労
働
者
」

労
働
者

15
1条

の
98

1
1

車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
運
転
者
が
走
行
の
た
め
の
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る

と
き
は
、
当
該
運
転
者
に
次
の
措
置
を
講
じ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

た
だ
し
、
走
行
の
た
め
の
運
転
位
置
と
作
業
装
置
の
運
転
の
た
め
の
運
転
位

置
が
異
な
る
場
合
で
あ
つ
て
、
労
働
者
が
作
業
装
置
の
運
転
の
た
め
の
運
転

位
置
に
お
い
て
作
業
装
置
を
運
転
し
、
又
は
運
転
し
よ
う
と
し
て
い
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

運
転
者

労
働
者

「
風
、
伐
倒
に
よ
る
振
動
、
地
震
等
に
よ
り
転
倒
、
転
落
す
る
危
険
」
「
不
意
の
運
転
に
よ
る
逸
走
の
危
険
」
（
詳
解
25
0ｐ

）

15
1条

の
98

2
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
走
行
の
た
め
の
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
と
き
は
、

同
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

運
転
者

労
働
者

同
上

15
1条

の
98

3
1

第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
で
あ
つ
て
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
運
転
者
が

走
行
の
た
め
の
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
と
き
は
、
当
該
車
両
系
木
材
伐
出
機

械
の
停
止
の
状
態
を
保
持
す
る
た
め
の
ブ
レ
ー
キ
を
確
実
に
か
け
る
等
の
車

両
系
木
材
伐
出
機
械
の
逸
走
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

同
上

15
1条

の
98

4
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
走
行
の
た
め
の
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
と
き
は
、

前
項
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

運
転
者

労
働
者

同
上

15
1条

の
99

1
1

前
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
で
あ
つ
て
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
作
業

装
置
が
運
転
さ
れ
て
い
る
間
は
、
当
該
作
業
装
置
の
運
転
者
を
当
該
作
業
装

置
の
運
転
の
た
め
の
運
転
位
置
か
ら
離
れ
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

詳
解
25
1ｐ

15
1条

の
99

2
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
作
業
装
置
が
運
転
さ
れ
て
い
る
間
は
、
当
該
作
業

装
置
の
運
転
の
た
め
の
運
転
位
置
を
離
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

運
転
者

労
働
者

15
1条

の
10
0

1

車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
移
送
す
る
た
め
自
走
又
は
け
ん
引
に
よ
り
貨
物
自

動
車
に
積
卸
し
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
道
板
、
盛
土
等
を
使
用
す
る
と
き

は
、
当
該
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
転
倒
、
転
落
等
に
よ
る
危
険
を
防
止
す

る
た
め
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

「
機
械
の
転
倒
、
転
落
等
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
」
と
定
め
て
お
り
、
保
護
対
象
の
限
定
が
な
い
。

15
1条

の
10
1

1

車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
乗
車
席
又
は
荷
台

以
外
の
箇
所
に
労
働
者
を
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
墜
落
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

15
1条

の
10
2

1

車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
車
両
系
木
材

伐
出
機
械
の
転
倒
若
し
く
は
逸
走
又
は
ブ
ー
ム
、
ア
ー
ム
等
の
作
業
装
置
の

破
壊
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
車
両
系
木
材
伐
出
機

械
に
つ
い
て
そ
の
構
造
上
定
め
ら
れ
た
安
定
度
、
最
大
積
載
荷
重
、
最
大
使

用
荷
重
等
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

15
1条

の
10
3

1
1

車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
、
木
材
グ
ラ
ツ
プ
ル
に
よ
る
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
を
介

し
た
原
木
等
の
つ
り
上
げ
等
当
該
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
主
た
る
用
途
以

外
の
用
途
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

同
条
2項

よ
り
保
護
対
象
は
労
働
者

15
1条

の
10
3

2
1

前
項
の
規
定
は
、
ウ
イ
ン
チ
及
び
ガ
イ
ド
ブ
ロ
ツ
ク
を
用
い
て
運
転
者
以
外

の
方
向
に
か
か
り
木
を
引
き
倒
す
こ
と
に
よ
り
か
か
り
木
を
処
理
す
る
場
合

等
、
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
こ

と
。

事
業
者

前
項
の
規
定

労
働
者

15
1条

の
10
4

1

車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
修
理
又
は
ア
タ
ツ
チ
メ
ン
ト
の
装
着
若
し
く
は
取

り
外
し
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
を
指
揮
す
る
者
を
定
め
、
そ
の

者
に
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

－2900－



安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

15
1条

の
10
5

1
1

走
行
の
た
め
の
運
転
位
置
と
作
業
装
置
の
運
転
の
た
め
の
運
転
位
置
が
異
な

る
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
走
行
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
車
両
系
木
材
伐
出

機
械
の
作
業
装
置
の
運
転
の
た
め
の
運
転
位
置
に
労
働
者
を
乗
せ
て
は
な
ら

な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

「
労
働
者
に
墜
落
等
の
危
険
」
（
詳
解
25
7ｐ

）

15
1条

の
10
5

2
前
項
の
場
合
に
お
い
て
同
項
の
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
作
業
装
置
の
運
転

の
た
め
の
運
転
位
置
に
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

同
上

15
1条

の
10
6

1

強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い

る
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危
険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
に
労
働

者
を
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

15
1条

の
10
7

1
1

車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
物
体
の
飛
来
又
は

落
下
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労

働
者
に
保
護
帽
を
着
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者

13
3条

1項

研
ま
盤
に
よ
る
金
属
の
乾
燥
研
ま
、
ビ
ス
コ
ー
ス
紡
糸
作
業
、
炭
酸
含
有
清

涼
飮
料
水
の
び
ん
詰
そ
の
他
作
業
の
性
質
上
物
体
の
飛
來
に
よ
る
危
險
が
あ

る
と
き
は
、
飛
來
防
止
の
設
備
を
設
け
、
又
は
適
当
な
保
護
具
を
備
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

15
1条

の
10
7

2
前
項
の
保
護
帽
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

13
3条

2項
作
業
中
前
項
の
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

15
1条

の
10
8

1

車
両
系
木
材
伐
出
機
械
に
つ
い
て
は
、
一
年
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
一

回
、
定
期
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
検
査
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
一
年
を
超
え
る
期
間
使
用
し
な
い
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
当
該

使
用
し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
10
8

2
1

前
項
た
だ
し
書
の
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び

開
始
す
る
際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
検
査
を
行
う
よ
う
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
10
9

1
1

車
両
系
木
材
伐
出
機
械
に
つ
い
て
は
、
一
月
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
一

回
、
定
期
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
検
査
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
一
月
を
超
え
る
期
間
使
用
し
な
い
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
の
当
該

使
用
し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
10
9

2
1

前
項
た
だ
し
書
の
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び

開
始
す
る
際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
検
査
を
行
う
よ
う
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
11
0

1

車
両
系
木
材
伐
出
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
日
の
作
業
を

開
始
す
る
前
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
点
検
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
11

1
1

第
百
五
十
一
条
の
百
八
若
し
く
は
第
百
五
十
一
条
の
百
九
の
検
査
又
は
前
条

の
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修

そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
11

2
1

1

伐
木
等
機
械
を
用
い
て
伐
木
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
立
木
を
伐
倒
し
よ
う

と
す
る
運
転
者
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
木
に
つ
い
て
、
か
ん
木
、
枝
条
、
つ

る
、
浮
石
等
で
、
伐
倒
の
際
そ
の
他
作
業
中
に
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ

る
も
の
を
取
り
除
か
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

運
転
者

「
機
械
の
回
転
軸
等
へ
の
絡
み
つ
き
、
枝
条
の
飛
来
、
落
下
、
か
か
り
木
の
発
生
、
岩
石
の
落
下
等
が
発
生
」
（
詳
解
26
6ｐ

）

15
1条

の
11

2
2

そ
れ
ぞ
れ
の
立
木
に
つ
い
て
、
か
ん
木
、
枝
条
、
つ
る
、
浮
石
等
で
、
伐
倒

の
際
そ
の
他
作
業
中
に
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
を
取
り
除
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

運
転
者

運
転
者

同
上

15
1条

の
11

3
1

1

伐
木
等
機
械
を
用
い
て
造
材
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
造
材
を
行
う
原
木
等

が
転
落
し
、
又
は
滑
る
こ
と
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
を

行
お
う
と
す
る
運
転
者
に
、
平
た
ん
な
地
面
で
当
該
作
業
を
行
う
等
の
措
置

を
講
じ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

「
転
落
又
は
滑
走
が
発
生
す
る
と
徐
々
に
勢
い
を
増
し
、
下
方
で
作
業
を
行
う
労
働
者
に
激
突
す
る
危
険
」
（
詳
解
26
7ｐ

）

15
1条

の
11

3
2

前
項
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

運
転
者

労
働
者

同
上

15
1条

の
11

4
1

1
走
行
集
材
機
械
の
ウ
イ
ン
チ
又
は
ス
リ
ン
グ
に
用
い
る
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
安

全
係
数
に
つ
い
て
は
、
四
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
11

4
2

1
前
項
の
安
全
係
数
は
、
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
切
断
荷
重
の
値
を
、
当
該
ワ
イ
ヤ

ロ
ー
プ
に
か
か
る
荷
重
の
最
大
の
値
で
除
し
た
値
と
す
る
こ
と
。

事
業
者

前
項
の
安
全
係
数

明
記
な
し

15
1条

の
11
5

1

走
行
集
材
機
械
の
ウ
イ
ン
チ
若
し
く
は
ス
リ
ン
グ
に
用
い
る
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ

又
は
積
荷
の
固
定
に
用
い
る
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
に
つ
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
11
6

1

走
行
集
材
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す

る
前
に
、
当
該
作
業
に
用
い
る
ス
リ
ン
グ
及
び
積
荷
の
固
定
に
用
い
る
ワ
イ

ヤ
ロ
ー
プ
の
状
態
に
つ
い
て
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
、

補
修
し
、
又
は
取
り
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
11

7
1

1

走
行
集
材
機
械
の
ウ
イ
ン
チ
の
運
転
に
つ
い
て
、
一
定
の
合
図
及
び
合
図
を

行
う
者
を
定
め
、
運
転
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
合
図
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

荷
掛
け
作
業
を
行

う
者

「
荷
掛
け
作
業
を
行
う
者
に
原
木
等
が
激
突
す
る
等
の
お
そ
れ
」
（
詳
解
27
3ｐ

）
（
平
26
・
1・

15
基
発
第
01
15
第
4号

）

15
1条

の
11

7
2

前
項
の
合
図
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

運
転
者

明
記
な
し

荷
掛
け
作
業
を
行

う
者

同
上

15
1条

の
11

8
1

走
行
集
材
機
械
に
原
木
等
を
積
載
す
る
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

2号
参
照

15
1条

の
11

9
1

1
荷
台
を
有
す
る
走
行
集
材
機
械
を
走
行
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
走
行
集
材
機

械
の
荷
台
に
労
働
者
を
乗
車
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

「
車
体
が
動
揺
し
、
労
働
者
の
転
落
の
危
険
が
あ
り
」
（
詳
解
27
5ｐ

）

15
1条

の
11

9
2

前
項
の
場
合
に
お
い
て
同
項
の
荷
台
に
乗
車
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

同
上

15
1条

の
12
0

1
1

架
線
集
材
機
械
の
ウ
イ
ン
チ
又
は
ス
リ
ン
グ
に
用
い
る
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
安

全
係
数
に
つ
い
て
は
、
四
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
12
0

2
1

前
項
の
安
全
係
数
は
、
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
切
断
荷
重
の
値
を
、
当
該
ワ
イ
ヤ

ロ
ー
プ
に
か
か
る
荷
重
の
最
大
の
値
で
除
し
た
値
と
す
る
こ
と
。

事
業
者

前
項
の
安
全
係
数

明
記
な
し

15
1条

の
12

1
1

架
線
集
材
機
械
の
ウ
イ
ン
チ
又
は
ス
リ
ン
グ
に
用
い
る
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
に
つ

い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
12

2
1

架
線
集
材
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す

る
前
に
、
当
該
作
業
に
用
い
る
ス
リ
ン
グ
の
状
態
に
つ
い
て
点
検
し
、
異
常

を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
補
修
し
、
又
は
取
り
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
12

3
1

1

架
線
集
材
機
械
の
ウ
イ
ン
チ
の
運
転
に
つ
い
て
、
一
定
の
合
図
及
び
合
図
を

行
う
者
を
定
め
、
運
転
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
合
図
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

荷
掛
け
作
業
を
行

う
者

「
荷
掛
け
作
業
を
行
う
者
に
原
木
等
が
激
突
す
る
等
の
お
そ
れ
」
（
詳
解
28
0ｐ

）
（
平
26
・
1・

15
基
発
第
01
15
第
4号

）
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安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

15
1条

の
12

3
2

前
項
の
合
図
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

運
転
者

荷
掛
け
作
業
を
行

う
者

同
上

15
1条

の
12

4
1

林
業
架
線
作
業
（
機
械
集
材
装
置
若
し
く
は
運
材
索
道
の
組
立
て
、
解
体
、

変
更
若
し
く
は
修
理
の
作
業
又
は
こ
れ
ら
の
設
備
に
よ
る
集
材
若
し
く
は
運

材
の
作
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
と
き
は
、
集
材
機
又
は
運
材
機

の
転
落
、
地
山
の
崩
壊
、
支
柱
の
倒
壊
等
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す

る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
作
業
に
係
る
場
所
に
つ
い
て
広
さ
、
地
形
、

地
盤
の
状
態
等
、
支
柱
と
す
る
立
木
の
状
態
及
び
運
搬
す
る
原
木
等
の
形
状

等
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

15
1条

の
12
5

1
1

林
業
架
線
作
業
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
調
査

に
よ
り
知
り
得
た
と
こ
ろ
に
適
応
す
る
作
業
計
画
を
定
め
、
か
つ
、
当
該
作

業
計
画
に
よ
り
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

「
前
条
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
よ
り
～
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
前
条
の
保
護
対
象
は
労
働
者
で
あ
る
。

15
1条

の
12
5

2
1

前
項
の
作
業
計
画
は
、
次
の
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

事
業
者

前
項
の
作
業
計
画

労
働
者

作
業
計
画
の
策
定
の
趣
旨
は
労
働
者
の
危
険
防
止
に
あ
る
（
前
項
、
前
条
）

15
1条

の
12
5

3
1

第
一
項
の
作
業
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
前
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四

号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
の
事
項
に
つ
い
て
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

関
係
労
働
者

労
働
者

15
1条

の
12
6

令
第
六
条
第
三
号
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
林
業
架
線
作
業
主
任
者
免
許
を
受

け
た
者
の
う
ち
か
ら
、
林
業
架
線
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
12

7
林
業
架
線
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
12

8
1

林
業
架
線
作
業
（
令
第
六
条
第
三
号
の
作
業
を
除
く
。
）
を
行
う
と
き
は
、

当
該
作
業
の
指
揮
者
を
定
め
、
そ
の
者
に
第
百
五
十
一
条
の
百
二
十
五
第
一

項
の
作
業
計
画
に
基
づ
き
作
業
の
指
揮
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
12

9
1

機
械
集
材
装
置
又
は
運
材
索
道
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
13
0

1
1

機
械
集
材
装
置
又
は
運
材
索
道
の
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
索
に
つ
い
て

は
、
そ
の
用
途
に
応
じ
て
、
安
全
係
数
が
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
以
上
で

あ
る
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
13
0

2
1

前
項
の
安
全
係
数
は
、
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
切
断
荷
重
の
値
を
、
当
該
機
械
集

材
装
置
又
は
運
材
索
道
の
組
立
て
の
状
態
及
び
当
該
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
に
か
か

る
荷
重
に
応
じ
た
最
大
張
力
の
値
で
除
し
た
値
と
す
る
こ
と
。

事
業
者

前
項
の
安
全
係
数

明
記
な
し

15
1条

の
13

1
1

機
械
集
材
装
置
又
は
運
材
索
道
の
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
に
つ
い
て
は
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
13

2
1

機
械
集
材
装
置
の
作
業
索
（
エ
ン
ド
レ
ス
の
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て

は
、
次
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
13

3
1

機
械
集
材
装
置
に
つ
い
て
は
、
巻
過
防
止
装
置
を
備
え
る
等
巻
上
げ
索
の
巻

過
ぎ
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

15
1条

の
13

4
1

1

機
械
集
材
装
置
の
集
材
機
又
は
運
材
索
道
の
運
材
機
に
つ
い
て
は
、
次
に
定

め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
架
線
集
材
機
械
を
機
械
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
13

4
2

1
架
線
集
材
機
械
を
機
械
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
る
場
合
は
、
次
に

定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

2号
参
照

15
1条

の
13
5

1

架
線
集
材
機
械
を
機
械
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
る
場
合
は
、
路

肩
、
傾
斜
地
等
で
あ
つ
て
、
架
線
集
材
機
械
の
転
倒
又
は
転
落
に
よ
り
労
働

者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
お
い
て
は
、
転
倒
時
保
護
構
造

を
有
し
、
か
つ
、
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
備
え
た
も
の
以
外
の
架
線
集
材
機
械
を

使
用
し
な
い
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
運
転
者
に
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
使
用
さ

せ
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

15
1条

の
13
6

1

機
械
集
材
装
置
の
集
材
機
に
つ
い
て
は
、
堅
固
な
ヘ
ツ
ド
ガ
ー
ド
を
備
え
た

も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
原
木
等
の
落
下
に
よ
り
運
転
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

運
転
者

15
1条

の
13

7
1

機
械
集
材
装
置
の
集
材
機
に
つ
い
て
は
、
原
木
等
の
飛
来
等
に
よ
り
運
転
者

に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
運
転
者
席
の
防
護
柵
等
当
該
危

険
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
を
備
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら

な
い
こ
と
。

事
業
者

運
転
者

13
3条

1項

研
ま
盤
に
よ
る
金
属
の
乾
燥
研
ま
、
ビ
ス
コ
ー
ス
紡
糸
作
業
、
炭
酸
含
有
清

涼
飮
料
水
の
び
ん
詰
そ
の
他
作
業
の
性
質
上
物
体
の
飛
來
に
よ
る
危
險
が
あ

る
と
き
は
、
飛
來
防
止
の
設
備
を
設
け
、
又
は
適
当
な
保
護
具
を
備
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

15
1条

の
13

8
1

1
機
械
集
材
装
置
に
つ
い
て
は
、
最
大
使
用
荷
重
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

「
索
の
切
断
、
ガ
イ
ド
ブ
ロ
ッ
ク
等
の
破
壊
、
ウ
イ
ン
チ
の
浮
き
上
が
り
等
の
危
険
」
（
詳
解
29
9ｐ

）

15
1条

の
13

8
2

1
機
械
集
材
装
置
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
最
大
使
用
荷
重
を
超
え
る
荷
重
を
か

け
て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
13

9
1

1
運
材
索
道
に
つ
い
て
は
、
次
の
事
項
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

「
索
の
切
断
、
控
等
の
破
壊
、
ウ
イ
ン
チ
の
浮
き
上
が
り
等
の
危
険
」
（
詳
解
30
0ｐ

）

15
1条

の
13

9
2

1

運
材
索
道
に
つ
い
て
は
、
前
項
第
一
号
の
最
大
使
用
荷
重
及
び
同
項
第
三
号

の
搬
器
ご
と
の
最
大
積
載
荷
重
を
超
え
る
荷
重
を
か
け
て
使
用
し
て
は
な
ら

な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
14
0

1

架
線
集
材
機
械
を
機
械
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
て
集
材
の
作
業
を

行
う
と
き
は
、
運
転
中
の
架
線
集
材
機
械
又
は
取
り
扱
う
原
木
等
に
接
触
す

る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
労
働
者
を

立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

15
1条

の
14

1
1

1

林
業
架
線
作
業
を
行
う
と
き
は
、
機
械
集
材
装
置
又
は
運
材
索
道
の
運
転
者

と
荷
掛
け
又
は
荷
外
し
を
す
る
者
と
の
間
の
連
絡
を
確
実
に
す
る
た
め
、
電

話
、
電
鈴
等
の
装
置
を
設
け
、
又
は
一
定
の
合
図
を
定
め
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

装
置
を
使
用
す
る
者
を
指
名
し
て
そ
の
者
に
使
用
さ
せ
、
又
は
当
該
合
図
を

行
う
者
を
指
名
し
て
そ
の
者
に
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

「
不
意
の
運
転
に
よ
っ
て
荷
掛
け
等
を
し
て
い
る
労
働
者
が
荷
掛
け
用
具
と
原
木
の
間
で
の
挟
ま
れ
、
原
木
の
落
下
、
労
働
者
の
搬
器
等
へ
の
接
触
等
の
危
険
」
（
詳
解
30
3ｐ

）

15
1条

の
14

1
2

前
項
の
指
名
を
受
け
た
者
に
よ
る
指
示
又
は
同
項
の
合
図
に
従
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

運
転
者

労
働
者

15
1条

の
14

2
1

林
業
架
線
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
の
箇
所
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は

な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

平
26
・
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安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

15
1条

の
14

3
1

1

架
線
集
材
機
械
（
構
造
上
、
ブ
ー
ム
、
ア
ー
ム
等
が
不
意
に
降
下
す
る
こ
と

を
防
止
す
る
装
置
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
機
械
集
材
装

置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
架
線
集
材
機
械
の
ブ
ー
ム
、

ア
ー
ム
等
を
上
げ
、
そ
の
下
で
修
理
、
点
検
等
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、

ブ
ー
ム
、
ア
ー
ム
等
が
不
意
に
降
下
す
る
こ
と
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防

止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
安
全
支
柱
、
安
全
ブ
ロ
ツ

ク
等
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者

15
1条

の
14

3
2

前
項
の
安
全
支
柱
、
安
全
ブ
ロ
ツ
ク
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

労
働
者

「
前
項
の
作
業
に

従
事
す
る
労
働

者
」

労
働
者

15
1条

の
14

4
1

1

機
械
集
材
装
置
又
は
運
材
索
道
の
搬
器
、
つ
り
荷
、
重
錘
等
の
物
で
、
つ
り

下
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
、
労
働
者
を
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
搬
器
、
索
等
の
器
材
の
点
検
、
補
修
等
臨
時
の
作
業
を
行
う
場
合

で
、
墜
落
に
よ
る
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
措
置
を
講
ず
る
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

15
1条

の
14

4
2

1

架
線
集
材
機
械
を
機
械
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
て
集
材
の
作
業
を

行
う
と
き
は
、
乗
車
席
以
外
の
箇
所
に
労
働
者
を
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

労
働
者

15
1条

の
14

4
3

第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
を
除
き
、
同
項
の
つ
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
物
に
乗

つ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

15
1条

の
14
5

1

強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
林
業
架
線
作
業
の
実
施
に
つ
い

て
危
険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
て
は
な

ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

15
1条

の
14
6

1

林
業
架
線
作
業
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、

直
ち
に
、
補
修
し
、
又
は
取
り
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
14

7
1

1

架
線
集
材
機
械
を
機
械
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
る
場
合
に
お
い

て
、
架
線
集
材
機
械
の
運
転
者
が
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
と
き
は
、
当
該
運

転
者
に
次
の
措
置
を
講
じ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

「
ブ
レ
ー
キ
の
ゆ
る
み
等
に
よ
る
原
木
の
落
下
、
突
風
等
に
よ
る
架
線
集
材
機
械
の
転
倒
等
の
危
険
」
（
詳
解
30
9ｐ

）

15
1条

の
14

7
2

架
線
集
材
機
械
の
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
と
き
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

運
転
者

明
記
な
し

15
1条

の
14

8
1

1

機
械
集
材
装
置
又
は
運
材
索
道
が
運
転
さ
れ
て
い
る
間
は
、
当
該
機
械
集
材

装
置
又
は
運
材
索
道
の
運
転
者
を
運
転
位
置
か
ら
離
れ
さ
せ
て
は
な
ら
な
い

こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
14

8
2

機
械
集
材
装
置
又
は
運
材
索
道
が
運
転
さ
れ
て
い
る
間
は
、
運
転
位
置
を
離

れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

運
転
者

明
記
な
し

15
1条

の
14

9
1

機
械
集
材
装
置
若
し
く
は
運
材
索
道
を
組
み
立
て
、
又
は
主
索
の
張
力
に
変

化
を
生
ず
る
変
更
を
し
た
と
き
は
、
主
索
の
安
全
係
数
を
検
定
し
、
か
つ
、

そ
の
最
大
使
用
荷
重
の
荷
重
で
試
運
転
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
15
0

1
1

林
業
架
線
作
業
を
行
う
と
き
は
、
物
体
の
飛
来
又
は
落
下
に
よ
る
労
働
者
の

危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
保
護
帽
を
着
用

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者

13
3条

1項

研
ま
盤
に
よ
る
金
属
の
乾
燥
研
ま
、
ビ
ス
コ
ー
ス
紡
糸
作
業
、
炭
酸
含
有
清

涼
飮
料
水
の
び
ん
詰
そ
の
他
作
業
の
性
質
上
物
体
の
飛
來
に
よ
る
危
險
が
あ

る
と
き
は
、
飛
來
防
止
の
設
備
を
設
け
、
又
は
適
当
な
保
護
具
を
備
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

15
1条

の
15
0

2
前
項
の
保
護
帽
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

13
3条

2項
作
業
中
前
項
の
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

15
1条

の
15
1

1

第
百
五
十
一
条
の
百
三
十
第
一
項
及
び
第
百
五
十
一
条
の
百
四
十
九
の
規
定

は
、
最
大
使
用
荷
重
が
二
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
で
、
支
間
の
斜
距
離
の
合
計

が
三
百
五
十
メ
ー
ト
ル
未
満
の
運
材
索
道
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
こ

と
。

明
記
な
し

15
1条

の
15
2

1

簡
易
林
業
架
線
作
業
（
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
組
立
て
、
解
体
、
変
更
若
し

く
は
修
理
の
作
業
又
は
こ
の
設
備
に
よ
る
集
材
の
作
業
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
行
う
と
き
は
、
集
材
機
の
転
落
、
地
山
の
崩
壊
、
支
柱
の
倒
壊
等

に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
作
業
に
係

る
場
所
に
つ
い
て
広
さ
、
地
形
、
地
盤
の
状
態
等
、
支
柱
と
す
る
立
木
の
状

態
及
び
運
搬
す
る
原
木
等
の
形
状
等
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

15
1条

の
15
3

1
1

簡
易
林
業
架
線
作
業
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
前
条
の
規
定
に
よ
る

調
査
に
よ
り
知
り
得
た
と
こ
ろ
に
適
応
す
る
作
業
計
画
を
定
め
、
か
つ
、
当

該
作
業
計
画
に
よ
り
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

「
前
条
の
規
定
に
よ
る
～
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
前
条
の
保
護
対
象
は
労
働
者
で
あ
る
。

15
1条

の
15
3

2
1

前
項
の
作
業
計
画
は
、
次
の
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

事
業
者

前
項
の
作
業
計
画

労
働
者

作
業
計
画
の
策
定
の
趣
旨
は
、
労
働
者
保
護
（
前
項
、
前
条
）

15
1条

の
15
3

3
1

第
一
項
の
作
業
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、

第
五
号
及
び
第
六
号
の
事
項
に
つ
い
て
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

15
1条

の
15
4

1

簡
易
林
業
架
線
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
の
指
揮
者
を
定
め
、
そ
の

者
に
前
条
第
一
項
の
作
業
計
画
に
基
づ
き
作
業
の
指
揮
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

「
集
材
機
へ
の
接
触
、
機
材
の
落
下
等
に
よ
る
危
険
」
（
詳
解
31
6ｐ

）

15
1条

の
15
5

1
簡
易
架
線
集
材
装
置
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

4号
に
つ
き
、
「
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
内
角
に
立
ち
入
っ
た
労
働
者
は
サ
ド
ル
ブ
ロ
ッ
ク
等
に
激
突
さ
れ
る
こ
と
等
に
よ
り
深
刻
な
災
害
と
な
る
」
（
詳
解
31
7ｐ

）

15
1条

の
15
6

1
1

簡
易
架
線
集
材
装
置
の
索
に
用
い
る
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
安
全
係
数
に
つ
い
て

は
、
四
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

「
搬
器
の
落
下
、
索
の
振
れ
等
の
原
因
と
な
り
極
め
て
危
険
」
（
詳
解
31
9ｐ

）

15
1条

の
15
6

2
1

前
項
の
安
全
係
数
は
、
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
切
断
荷
重
の
値
を
、
当
該
ワ
イ
ヤ

ロ
ー
プ
に
か
か
る
荷
重
の
最
大
の
値
で
除
し
た
値
と
す
る
こ
と
。

事
業
者

前
項
の
安
全
係
数

明
記
な
し

15
1条

の
15
7

1
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
に
つ
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
15
8

1
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
作
業
索
（
エ
ン
ド
レ
ス
の
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い

て
は
、
次
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
15
9

1

簡
易
架
線
集
材
装
置
に
つ
い
て
は
、
巻
過
防
止
装
置
を
備
え
る
等
巻
上
げ
索

の
巻
過
ぎ
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

15
1条

の
16
0

1
1

簡
易
架
線
集
材
装
置
の
集
材
機
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
架
線
集
材
機
械
を
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

15
1条

の
16
0

2
1

架
線
集
材
機
械
を
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
る
場
合
は
、

次
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

2号
参
照
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安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

15
1条

の
16
1

1

架
線
集
材
機
械
を
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
る
場
合
は
、

路
肩
、
傾
斜
地
等
で
あ
つ
て
、
架
線
集
材
機
械
の
転
倒
又
は
転
落
に
よ
り
労

働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
お
い
て
は
、
転
倒
時
保
護
構

造
を
有
し
、
か
つ
、
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
備
え
た
も
の
以
外
の
架
線
集
材
機
械

を
使
用
し
な
い
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
運
転
者
に
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
使
用

さ
せ
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

15
1条

の
16
2

1

簡
易
架
線
集
材
装
置
の
集
材
機
に
つ
い
て
は
、
原
木
等
の
飛
来
等
に
よ
り
運

転
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
運
転
者
席
の
防
護
柵
等
当

該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
を
備
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は

な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

13
3条

1項

研
ま
盤
に
よ
る
金
属
の
乾
燥
研
ま
、
ビ
ス
コ
ー
ス
紡
糸
作
業
、
炭
酸
含
有
清

涼
飮
料
水
の
び
ん
詰
そ
の
他
作
業
の
性
質
上
物
体
の
飛
來
に
よ
る
危
險
が
あ

る
と
き
は
、
飛
來
防
止
の
設
備
を
設
け
、
又
は
適
当
な
保
護
具
を
備
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

15
1条

の
16
3

1
1

簡
易
架
線
集
材
装
置
に
つ
い
て
は
、
最
大
使
用
荷
重
を
見
や
す
い
箇
所
に
表

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
16
3

2
1

簡
易
架
線
集
材
装
置
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
最
大
使
用
荷
重
を
超
え
る
荷
重

を
か
け
て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
16
4

1

架
線
集
材
機
械
を
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
て
集
材
の
作

業
を
行
う
と
き
は
、
運
転
中
の
架
線
集
材
機
械
又
は
取
り
扱
う
原
木
等
に
接

触
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
労
働

者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

15
1条

の
16
5

1
1

簡
易
林
業
架
線
作
業
を
行
う
と
き
は
、
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
運
転
者
と
荷

掛
け
又
は
荷
外
し
を
す
る
者
と
の
間
の
連
絡
を
確
実
に
す
る
た
め
、
電
話
、

電
鈴
等
の
装
置
を
設
け
、
又
は
一
定
の
合
図
を
定
め
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
装
置

を
使
用
す
る
者
を
指
名
し
て
そ
の
者
に
使
用
さ
せ
、
又
は
当
該
合
図
を
行
う

者
を
指
名
し
て
そ
の
者
に
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

「
不
意
の
運
転
に
よ
っ
て
荷
掛
け
等
を
し
て
い
る
労
働
者
が
荷
掛
け
用
具
と
原
木
の
間
で
の
挟
ま
れ
、
原
木
の
落
下
、
労
働
者
の
搬
器
等
へ
の
接
触
等
の
危
険
」
（
詳
解
32
5ｐ

、
同
30
3ｐ

）

15
1条

の
16
5

2
前
項
の
指
名
を
受
け
た
者
に
よ
る
指
示
又
は
同
項
の
合
図
に
従
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

運
転
者

労
働
者

15
1条

の
16
6

1
簡
易
林
業
架
線
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
の
箇
所
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ

て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

15
1条

の
16
7

1
1

架
線
集
材
機
械
（
構
造
上
、
ブ
ー
ム
、
ア
ー
ム
等
が
不
意
に
降
下
す
る
こ
と

を
防
止
す
る
装
置
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
簡
易
架
線
集

材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
架
線
集
材
機
械
の
ブ
ー

ム
、
ア
ー
ム
等
を
上
げ
、
そ
の
下
で
修
理
、
点
検
等
の
作
業
を
行
う
と
き

は
、
ブ
ー
ム
、
ア
ー
ム
等
が
不
意
に
降
下
す
る
こ
と
に
よ
る
労
働
者
の
危
険

を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
安
全
支
柱
、
安
全
ブ

ロ
ツ
ク
等
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者

15
1条

の
16
7

2
同
項
の
安
全
支
柱
、
安
全
ブ
前
項
の
安
全
支
柱
、
安
全
ブ
ロ
ツ
ク
等
を
使
用

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

15
1条

の
16
8

1
1

簡
易
架
線
集
材
装
置
の
搬
器
、
つ
り
荷
等
の
物
で
、
つ
り
下
げ
ら
れ
て
い
る

も
の
に
、
労
働
者
を
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

詳
解
32
7ｐ

15
1条

の
16
8

2
1

架
線
集
材
機
械
を
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
て
集
材
の
作

業
を
行
う
と
き
は
、
乗
車
席
以
外
の
箇
所
に
労
働
者
を
乗
せ
て
は
な
ら
な
い

こ
と
。

事
業
者

労
働
者

同
上

15
1条

の
16
8

3
第
一
項
の
つ
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
物
に
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

同
上

15
1条

の
16
9

1
1

簡
易
架
線
集
材
装
置
を
用
い
て
集
材
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
集
材
機
の
転

倒
等
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
簡
易
架
線
集
材
装
置

の
運
転
者
に
原
木
等
を
空
中
に
お
い
て
運
搬
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

15
1条

の
16
9

2
原
木
等
を
空
中
に
お
い
て
運
搬
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

運
転
者

労
働
者

15
1条

の
17
0

1

強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
簡
易
林
業
架
線
作
業
の
実
施
に

つ
い
て
危
険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
て

は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

15
1条

の
17

1
1

簡
易
林
業
架
線
作
業
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と

き
は
、
直
ち
に
、
補
修
し
、
又
は
取
り
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
17

2
1

1

架
線
集
材
機
械
を
簡
易
架
線
集
材
装
置
の
集
材
機
と
し
て
用
い
る
場
合
に
お

い
て
、
架
線
集
材
機
械
の
運
転
者
が
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
と
き
は
、
当
該

運
転
者
に
次
の
措
置
を
講
じ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

「
ブ
レ
ー
キ
の
ゆ
る
み
等
に
よ
る
原
木
の
落
下
、
突
風
等
に
よ
る
簡
易
架
線
集
材
機
能
装
置
の
転
倒
等
の
危
険
」
（
詳
解
33
1ｐ

）

15
1条

の
17

2
2

架
線
集
材
機
械
の
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
と
き
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

運
転
者

明
記
な
し

15
1条

の
17

3
1

1
簡
易
架
線
集
材
装
置
が
運
転
さ
れ
て
い
る
間
は
、
当
該
簡
易
架
線
集
材
装
置

の
運
転
者
を
運
転
位
置
か
ら
離
れ
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

の
17

3
2

簡
易
架
線
集
材
装
置
が
運
転
さ
れ
て
い
る
間
は
、
運
転
位
置
を
離
れ
て
は
な

ら
な
い
こ
と
。

運
転
者

明
記
な
し

15
1条

の
17

4
1

1

簡
易
林
業
架
線
作
業
を
行
う
と
き
は
、
物
体
の
飛
来
又
は
落
下
に
よ
る
労
働

者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
保
護
帽
を

着
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者

13
3条

1項

研
ま
盤
に
よ
る
金
属
の
乾
燥
研
ま
、
ビ
ス
コ
ー
ス
紡
糸
作
業
、
炭
酸
含
有
清

涼
飮
料
水
の
び
ん
詰
そ
の
他
作
業
の
性
質
上
物
体
の
飛
來
に
よ
る
危
險
が
あ

る
と
き
は
、
飛
來
防
止
の
設
備
を
設
け
、
又
は
適
当
な
保
護
具
を
備
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

15
1条

の
17

4
2

前
項
の
保
護
帽
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

13
3条

2項
作
業
中
前
項
の
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

15
1条

の
17
5

1
定
義
規
定

15
1条

の
17
5

2
定
義
規
定

15
2条

1

車
両
系
建
設
機
械
に
は
、
前
照
灯
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
作
業
を
安
全
に
行
う
た
め
必
要
な
照
度
が
保
持
さ
れ
て
い
る
場
所

に
お
い
て
使
用
す
る
車
両
系
建
設
機
械
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

「
車
両
系
建
設
機
械
に
よ
る
転
倒
、
転
落
、
労
働
者
と
の
接
触
等
の
危
険
を
防
止
」
（
詳
解
35
0ｐ

）

15
3条

1

岩
石
の
落
下
等
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
で
車

両
系
建
設
機
械
（
ブ
ル
・
ド
ー
ザ
ー
、
ト
ラ
ク
タ
ー
・
シ
ョ
ベ
ル
、
ず
り
積

機
、
パ
ワ
ー
・
シ
ョ
ベ
ル
、
ド
ラ
グ
・
シ
ョ
ベ
ル
及
び
解
体
用
機
械
に
限

る
。
）
を
使
用
す
る
と
き
は
、
当
該
車
両
系
建
設
機
械
に
堅
固
な
ヘ
ッ
ド

ガ
ー
ド
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

－2904－



安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

15
4条

1

車
両
系
建
設
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
当
該
車
両
系
建
設
機

械
の
転
落
、
地
山
の
崩
壊
等
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
あ

ら
か
じ
め
、
当
該
作
業
に
係
る
場
所
に
つ
い
て
地
形
、
地
質
の
状
態
等
を
調

査
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

15
5条

1
1

車
両
系
建
設
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
前
条

の
規
定
に
よ
る
調
査
に
よ
り
知
り
得
た
と
こ
ろ
に
適
応
す
る
作
業
計
画
を
定

め
、
か
つ
、
当
該
作
業
計
画
に
よ
り
作
業
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

労
働
者

「
前
条
の
規
定
に
よ
る
～
」
と
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
、
前
条
の
保
護
対
象
は
労
働
者
で
あ
る
。

15
5条

2
1

前
項
の
作
業
計
画
は
、
次
の
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

事
業
者

前
項
の
作
業
計
画

労
働
者

作
業
計
画
策
定
の
趣
旨
は
、
労
働
者
保
護
に
あ
る
（
前
項
、
前
条
）

15
5条

3
1

第
一
項
の
作
業
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
前
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
事
項

に
つ
い
て
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

関
係
労
働
者

労
働
者

15
6条

1
1

車
両
系
建
設
機
械
（
最
高
速
度
が
毎
時
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
を
除

く
。
）
を
用
い
て
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
作
業
に
係

る
場
所
の
地
形
、
地
質
の
状
態
等
に
応
じ
た
車
両
系
建
設
機
械
の
適
正
な
制

限
速
度
を
定
め
、
そ
れ
に
よ
り
作
業
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
6条

2
前
項
の
制
限
速
度
を
こ
え
て
車
両
系
建
設
機
械
を
運
転
し
て
は
な
ら
な
い
こ

と
。

運
転
者

明
記
な
し

15
7条

1
1

車
両
系
建
設
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
車
両
系
建
設
機
械
の
転

倒
又
は
転
落
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
車
両
系
建
設

機
械
の
運
行
経
路
に
つ
い
て
路
肩
の
崩
壊
を
防
止
す
る
こ
と
、
地
盤
の
不
同

沈
下
を
防
止
す
る
こ
と
、
必
要
な
幅
員
を
保
持
す
る
こ
と
等
必
要
な
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

15
7条

2
1

路
肩
、
傾
斜
地
等
で
車
両
系
建
設
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い

て
、
当
該
車
両
系
建
設
機
械
の
転
倒
又
は
転
落
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生

ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
誘
導
者
を
配
置
し
、
そ
の
者
に
当
該
車
両
系

建
設
機
械
を
誘
導
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

15
7条

3
前
項
の
誘
導
者
が
行
う
誘
導
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

運
転
者

労
働
者

15
7条

の
2

1

路
肩
、
傾
斜
地
等
で
あ
つ
て
、
車
両
系
建
設
機
械
の
転
倒
又
は
転
落
に
よ
り

運
転
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
お
い
て
は
、
転
倒
時
保
護

構
造
を
有
し
、
か
つ
、
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
備
え
た
も
の
以
外
の
車
両
系
建
設

機
械
を
使
用
し
な
い
よ
う
に
努
め
る
と
と
も
に
、
運
転
者
に
シ
ー
ト
ベ
ル
ト

を
使
用
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

運
転
者

15
8条

1
1

車
両
系
建
設
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
運
転
中
の
車
両
系
建

設
機
械
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る

箇
所
に
、
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
誘
導
者
を
配
置
し
、
そ
の
者
に
当
該
車
両
系
建
設
機
械
を
誘
導
さ

せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

15
8条

2
前
項
た
だ
し
書
の
誘
導
者
が
行
な
う
誘
導
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

運
転
者

労
働
者

15
9条

1
1

車
両
系
建
設
機
械
の
運
転
に
つ
い
て
誘
導
者
を
置
く
と
き
は
、
一
定
の
合
図

を
定
め
、
誘
導
者
に
当
該
合
図
を
行
な
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

「
車
両
系
建
設
機
械
の
周
辺
に
位
置
す
る
労
働
者
を
作
業
装
置
等
に
よ
る
死
角
に
よ
っ
て
確
認
し
に
く
い
状
況
」
（
詳
解
36
3ｐ

）

15
9条

2
前
項
の
合
図
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

運
転
者

労
働
者

16
0条

1
1

車
両
系
建
設
機
械
の
運
転
者
が
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
と
き
は
、
当
該
運
転

者
に
次
の
措
置
を
講
じ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

16
0条

2
車
両
系
建
設
機
械
の
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
と
き
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

運
転
者

明
記
な
し

16
1条

1

車
両
系
建
設
機
械
を
移
送
す
る
た
め
自
走
又
は
け
ん
引
に
よ
り
貨
物
自
動
車

に
積
卸
し
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
道
板
、
盛
土
等
を
使
用
す
る
と
き
は
、

当
該
車
両
系
建
設
機
械
の
転
倒
、
転
落
等
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

「
転
倒
、
転
落
等
に
よ
る
危
険
」
が
及
ぶ
者
を
広
く
保
護

対
象
と
す
る
趣
旨
か

16
2条

1
車
両
系
建
設
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
乗
車
席
以
外
の
箇
所

に
労
働
者
を
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

労
働
者

16
3条

1

車
両
系
建
設
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
転
倒
及
び
ブ
ー
ム
、

ア
ー
ム
等
の
作
業
装
置
の
破
壊
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、

当
該
車
両
系
建
設
機
械
に
つ
い
て
そ
の
構
造
上
定
め
ら
れ
た
安
定
度
、
最
大

使
用
荷
重
等
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

16
4条

1
1

車
両
系
建
設
機
械
を
、
パ
ワ
ー
・
シ
ョ
ベ
ル
に
よ
る
荷
の
つ
り
上
げ
、
ク
ラ

ム
シ
ェ
ル
に
よ
る
労
働
者
の
昇
降
等
当
該
車
両
系
建
設
機
械
の
主
た
る
用
途

以
外
の
用
途
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

労
働
者

同
条
2項

2号
参
照

16
4条

2
1

前
項
の
規
定
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
適
用
し
な
い
こ

と
。

事
業
者

前
項
の
規
定

労
働
者

2号
参
照

16
4条

3
1

前
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
荷
の
つ
り
上
げ
の
作
業
を
行
う
場
合
に

は
、
労
働
者
と
つ
り
上
げ
た
荷
と
の
接
触
、
つ
り
上
げ
た
荷
の
落
下
又
は
車

両
系
建
設
機
械
の
転
倒
若
し
く
は
転
落
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る

た
め
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

16
5条

1

車
両
系
建
設
機
械
の
修
理
又
は
ア
タ
ツ
チ
メ
ン
ト
の
装
着
若
し
く
は
取
り
外

し
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
を
指
揮
す
る
者
を
定
め
、
そ
の
者
に

次
の
措
置
を
講
じ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

2号
、
16
6条

1項
参
照

16
6条

1
1

車
両
系
建
設
機
械
の
ブ
ー
ム
、
ア
ー
ム
等
を
上
げ
、
そ
の
下
で
修
理
、
点
検

等
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
ブ
ー
ム
、
ア
ー
ム
等
が
不
意
に
降
下
す
る
こ
と

に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者

に
安
全
支
柱
、
安
全
ブ
ロ
ツ
ク
等
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者

16
6条

2
前
項
の
安
全
支
柱
、
安
全
ブ
ロ
ツ
ク
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

16
6条

の
2

1
1

車
両
系
建
設
機
械
の
ア
タ
ツ
チ
メ
ン
ト
の
装
着
又
は
取
り
外
し
の
作
業
を
行

う
と
き
は
ア
タ
ツ
チ
メ
ン
ト
が
倒
壊
す
る
こ
と
等
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を

防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
架
台
を
使
用
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者

16
6条

の
2

2
前
項
の
架
台
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

16
6条

の
3

1
車
両
系
建
設
機
械
に
そ
の
構
造
上
定
め
ら
れ
た
重
量
を
超
え
る
ア
タ
ツ
チ
メ

ン
ト
を
装
着
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

「
車
両
建
設
機
械
が
転
倒
す
る
危
険
」
（
詳
解
37
9ｐ

）
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)
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)
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)
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規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

16
6条

の
4

1

車
両
系
建
設
機
械
の
ア
タ
ツ
チ
メ
ン
ト
を
取
り
替
え
た
と
き
は
、
運
転
者
の

見
や
す
い
位
置
に
ア
タ
ツ
チ
メ
ン
ト
の
重
量
（
バ
ケ
ツ
ト
、
ジ
ツ
パ
ー
等
を

装
着
し
た
と
き
は
、
当
該
バ
ケ
ツ
ト
、
ジ
ツ
パ
ー
等
の
容
量
又
は
最
大
積
載

重
量
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
表
示
し
、
又
は
当
該
車

両
系
建
設
機
械
に
運
転
者
が
ア
タ
ツ
チ
メ
ン
ト
の
重
量
を
容
易
に
確
認
で
き

る
書
面
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

運
転
者
？
？
？

16
7条

1

車
両
系
建
設
機
械
に
つ
い
て
は
、
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の

事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
一
年
を
超
え
る
期
間
使
用
し
な
い
車
両
系
建
設
機
械
の
当
該
使
用

し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

16
7条

2
前
項
た
だ
し
書
の
車
両
系
建
設
機
械
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始

す
る
際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

16
8条

1

車
両
系
建
設
機
械
に
つ
い
て
は
、
一
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の

事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
一
月
を
超
え
る
期
間
使
用
し
な
い
車
両
系
建
設
機
械
の
当
該
使
用

し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

16
8条

2
前
項
た
だ
し
書
の
車
両
系
建
設
機
械
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始

す
る
際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

16
9条

前
二
条
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三

年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

16
9条

の
2

1
車
両
系
建
設
機
械
に
係
る
特
定
自
主
検
査
は
、
第
百
六
十
七
条
に
規
定
す
る

自
主
検
査
と
す
る
こ
と
。

明
記
な
し

16
9条

の
2

2
法
第
四
十
五
条
第
二
項
（
※
特
定
自
主
検
査
の
実
施
者
）
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
労
働
者
に
関
す
る
準
用
規
定

労
働
者

明
記
な
し

16
9条

の
2

3
法
第
四
十
五
条
第
二
項
（
※
特
定
自
主
検
査
の
実
施
者
）
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
労
働
者
に
関
す
る
準
用
規
定

労
働
者

明
記
な
し

16
9条

の
2

4
法
第
四
十
五
条
第
二
項
（
※
特
定
自
主
検
査
の
実
施
者
）
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
労
働
者
に
関
す
る
準
用
規
定

労
働
者

明
記
な
し

16
9条

の
2

5
法
第
四
十
五
条
第
二
項
（
※
特
定
自
主
検
査
の
実
施
者
）
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
労
働
者
に
関
す
る
準
用
規
定

労
働
者

明
記
な
し

16
9条

の
2

6

運
行
の
用
に
供
す
る
車
両
系
建
設
機
械
（
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
八
条
第

一
項
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
に
基
づ

い
て
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
点
検
を
行
つ
た
部
分
に
つ
い
て
は
第

百
六
十
七
条
の
自
主
検
査
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

16
9条

の
2

7
車
両
系
建
設
機
械
に
係
る
特
定
自
主
検
査
を
検
査
業
者
に
実
施
さ
せ
た
場
合

に
お
け
る
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
五
号
中
「
検
査
を
実

施
し
た
者
の
氏
名
」
と
あ
る
の
は
、
「
検
査
業
者
の
名
称
」
と
す
る
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

明
記
な
し

16
9条

の
2

8
車
両
系
建
設
機
械
に
係
る
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
当
該
車
両
系
建
設

機
械
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
特
定
自
主
検
査
を
行
つ
た
年
月
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
検
査
標
章
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

17
0条

1

車
両
系
建
設
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開

始
す
る
前
に
、
ブ
レ
ー
キ
及
び
ク
ラ
ツ
チ
の
機
能
に
つ
い
て
点
検
を
行
な
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

17
1条

1

第
百
六
十
七
条
若
し
く
は
第
百
六
十
八
条
の
自
主
検
査
又
は
前
条
の
点
検
を

行
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

17
1条

の
2

1
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ポ
ン
プ
車
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

3号
、
5号

参
照

17
1条

の
3

1

輸
送
管
等
の
組
立
て
又
は
解
体
を
行
う
と
き
は
、
作
業
の
方
法
、
手
順
等
を

定
め
、
こ
れ
ら
を
労
働
者
に
周
知
さ
せ
、
か
つ
、
作
業
を
指
揮
す
る
者
を
指

名
し
て
、
そ
の
直
接
の
指
揮
の
下
に
作
業
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

労
働
者

17
1条

の
4

1

特
定
解
体
用
機
械
の
転
倒
又
は
転
落
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ

れ
の
あ
る
場
所
に
お
い
て
は
、
特
定
解
体
用
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
つ
て

は
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
当
該
場
所
に
お
い
て
、
地
形
、
地
質
の
状
態
等
に
応
じ
た
当
該
危

険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

17
1条

の
5

1

物
体
の
飛
来
等
に
よ
り
運
転
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、

運
転
室
を
有
し
な
い
解
体
用
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
こ

と
。

た
だ
し
、
物
体
の
飛
来
等
の
状
況
に
応
じ
た
当
該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の

措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

運
転
者

17
1条

の
6

1

解
体
用
機
械
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
（
令
第
六
条
第
十

五
号
の
二
、
第
十
五
号
の
三
及
び
第
十
五
号
の
五
の
作
業
に
あ
つ
て
は
、
第

二
号
の
措
置
を
除
く
。
）
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
物
体
の
飛
来
等
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所

に
運
転
者
以
外
の
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
な
い
こ
と
。

二
　
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危

険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
を
中
止
す
る
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

1号
参
照

17
2条

1

動
力
を
用
い
る
く
い
打
機
及
び
く
い
抜
機
（
不
特
定
の
場
所
に
自
走
で
き
る

も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
の
機
体
、
附
属
装
置
及
び
附

属
品
に
つ
い
て
は
、
次
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て

は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

17
3条

1
く
い
打
機
、
く
い
抜
機
又
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
に
つ
い
て
は
、
倒
壊
を
防

止
す
る
た
め
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

17
4条

1

く
い
打
機
、
く
い
抜
機
又
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
の
巻
上
げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー

プ
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
使
用
し
て
は

な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

「
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
切
断
、
ウ
イ
ン
チ
の
巻
胴
か
ら
の
離
脱
、
落
錘
等
の
物
体
と
の
外
れ
、
滑
車
装
置
の
破
壊
等
の
危
険
」
（
詳
解
40
0ｐ

）

17
5条

1
1

く
い
打
機
又
は
く
い
抜
機
の
巻
上
げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
安
全
係
数
に
つ
い

て
は
、
六
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

同
上

17
5条

2
1

前
項
の
安
全
係
数
は
、
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
切
断
荷
重
の
値
を
当
該
ワ
イ
ヤ

ロ
ー
プ
に
か
か
る
荷
重
の
最
大
の
値
で
除
し
た
値
と
す
る
こ
と
。

事
業
者

前
項
の
安
全
係
数

明
記
な
し

同
上

－2906－
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規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

17
6条

1
く
い
打
機
、
く
い
抜
機
又
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
の
巻
上
げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー

プ
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

同
上

17
7条

1

く
い
抜
機
又
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
の
巻
上
げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
、
滑
車
装

置
等
に
つ
い
て
は
十
分
な
強
度
を
有
す
る
シ
ャ
ッ
ク
ル
、
つ
か
み
金
具
、
ホ

イ
ス
テ
ィ
ン
グ
ス
イ
ベ
ル
等
を
用
い
て
、
く
い
、
矢
板
、
ロ
ッ
ド
等
と
確
実

に
連
結
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

同
上

17
8条

1

く
い
打
機
、
く
い
抜
機
又
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
に
使
用
す
る
ウ
イ
ン
チ
に

つ
い
て
は
、
歯
止
め
装
置
又
は
止
め
金
付
き
ブ
レ
ー
キ
を
備
え
付
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
バ
ン
ド
ブ
レ
ー
キ
等
の
ブ
レ
ー
キ
を
備
え
る
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン

に
使
用
す
る
ウ
イ
ン
チ
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

17
9条

1

く
い
打
機
、
く
い
抜
機
又
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
の
ウ
イ
ン
チ
に
つ
い
て

は
、
浮
き
上
が
り
、
ず
れ
、
振
れ
等
が
起
ら
な
い
よ
う
に
据
え
付
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

「
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
乱
巻
き
を
発
生
さ
せ
…
（
略
）
…
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
損
傷
、
切
断
の
危
険
」
（
詳
解
40
4ｐ

）

18
0条

1
1

く
い
打
機
、
く
い
抜
機
又
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
の
巻
上
げ
装
置
の
巻
胴
の

軸
と
巻
上
げ
装
置
か
ら
第
一
番
目
の
み
ぞ
車
の
軸
と
の
間
の
距
離
に
つ
い
て

は
、
巻
上
げ
装
置
の
巻
胴
の
幅
の
十
五
倍
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

労
働
者

「
前
二
項
の
規
定
は
…
…
適
用
し
な
い
」
（
同
条
3項

柱
書
）

18
0条

2
1

前
項
の
み
ぞ
車
は
、
巻
上
げ
装
置
の
巻
胴
の
中
心
を
通
り
、
か
つ
、
軸
に
垂

直
な
面
上
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

前
項
の
み
ぞ
車

労
働
者

同
上

18
0条

3
1

前
二
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
適
用
し

な
い
こ
と
。

事
業
者

前
二
項
の
規
定

労
働
者

2号
参
照

18
1条

1

く
い
打
機
、
く
い
抜
機
又
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
の
み
ぞ
車
又
は
滑
車
装
置

に
つ
い
て
は
、
取
付
部
が
受
け
る
荷
重
に
よ
つ
て
破
壊
す
る
お
そ
れ
の
な
い

取
付
金
具
、
シ
ャ
ッ
ク
ル
、
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
等
で
、
確
実
に
取
り
付
け
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

「
取
付
け
部
の
破
壊
は
、
み
ぞ
車
等
の
飛
来
、
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
反
発
等
に
よ
る
労
働
者
へ
の
激
突
、
落
錘
等
の
落
下
等
の
危
険
」
（
詳
解
40
5ｐ

）

18
2条

1

や
ぐ
ら
、
二
本
構
等
と
ウ
イ
ン
チ
が
一
体
と
な
つ
て
い
な
い
く
い
打
機
、
く

い
抜
機
又
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
の
み
ぞ
車
に
つ
い
て
は
、
巻
上
げ
用
ワ
イ

ヤ
ロ
ー
プ
の
水
平
分
力
が
や
ぐ
ら
、
二
本
構
等
に
作
用
し
な
い
よ
う
に
配
置

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
や
ぐ
ら
、
二
本
構
等
に
つ
い
て
、
脚
部
に
や
ら
ず
を
設
け
、
脚
部

を
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
で
支
持
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
と
き
は
、
当
該
脚
部
に

み
ぞ
車
を
取
り
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

事
業
者

労
働
者

同
上

18
3条

1
蒸
気
又
は
圧
縮
空
気
を
動
力
源
と
す
る
く
い
打
機
又
は
く
い
抜
機
を
使
用
す

る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

「
接
続
部
の
破
損
や
外
れ
が
発
生
す
る
と
ハ
ン
マ
ー
の
不
意
の
降
下
等
の
危
険
」
（
詳
解
40
6ｐ

）

18
4条

1

く
い
打
機
、
く
い
抜
機
又
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
の
巻
上
げ
装
置
の
巻
胴
に

巻
上
げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
が
乱
巻
と
な
つ
て
い
る
と
き
は
、
巻
上
げ
用
ワ
イ

ヤ
ロ
ー
プ
に
荷
重
を
か
け
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

18
5条

1

く
い
打
機
、
く
い
抜
機
又
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
の
巻
上
げ
装
置
に
荷
重
を

か
け
た
ま
ま
で
巻
上
げ
装
置
を
停
止
し
て
お
く
と
き
は
、
歯
止
め
装
置
に
よ

り
歯
止
め
を
行
い
、
止
め
金
付
き
ブ
レ
ー
キ
を
用
い
て
制
動
し
て
お
く
等
確

実
に
停
止
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

「
ブ
レ
ー
キ
の
ゆ
る
み
、
不
意
の
振
動
等
に
よ
り
く
い
等
の
落
下
、
く
い
打
機
等
の
転
倒
の
原
因
と
な
る
」
（
詳
解
40
8ｐ

）

18
6条

1
1

く
い
打
機
、
く
い
抜
機
又
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
の
運
転
者
を
巻
上
げ
装
置

に
荷
重
を
か
け
た
ま
ま
運
転
位
置
か
ら
離
れ
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

同
上

18
6条

2
巻
上
げ
装
置
に
荷
重
を
か
け
た
ま
ま
で
運
転
位
置
を
離
れ
て
は
な
ら
な
い
こ

と
。

運
転
者

明
記
な
し

同
上

18
7条

1

く
い
打
機
、
く
い
抜
機
若
し
く
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
の
み
ぞ
車
若
し
く
は

滑
車
装
置
又
は
こ
れ
ら
の
取
付
部
の
破
損
に
よ
つ
て
、
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
が
は

ね
、
又
は
み
ぞ
車
、
滑
車
装
置
等
が
飛
来
す
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
運

転
中
の
く
い
打
機
、
く
い
抜
機
又
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
の
巻
上
げ
用
ワ
イ

ヤ
ロ
ー
プ
の
屈
曲
部
の
内
側
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

労
働
者

18
8条

1

く
い
打
機
又
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
で
、
く
い
、
矢
板
、
ロ
ッ
ド
等
を
つ
り

上
げ
る
と
き
は
、
そ
の
玉
掛
部
が
巻
上
げ
用
み
ぞ
車
又
は
滑
車
装
置
の
直
下

に
な
る
よ
う
に
つ
り
上
げ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
く
い
打
機
に
ジ

ン
ポ
ー
ル
等
の
物
上
げ
装
置
を
取
り
付
け
て
、
く
い
、
矢
板
等
を
つ
り
上
げ

る
場
合
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す
る
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

「
く
い
打
ち
機
又
は
く
い
抜
機
の
や
ぐ
ら
、
二
本
構
等
の
倒
壊
防
止
の
た
め
」
（
詳
解
40
9ｐ

）

18
9条

1
1

く
い
打
機
、
く
い
抜
機
又
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
の
運
転
に
つ
い
て
、
一
定

の
合
図
及
び
合
図
を
行
う
者
を
定
め
、
運
転
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
合
図
を

使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

「
く
い
等
の
機
材
の
準
備
、
荷
掛
け
等
で
労
働
者
が
位
置
す
る
場
合
が
多
く
、
不
意
の
運
転
は
く
い
、
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
等
と
の
接
触
の
危
険
」
（
詳
解
41
0ｐ

）

18
9条

2
前
項
の
合
図
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

運
転
者

労
働
者

同
上

19
0条

1

く
い
打
機
、
く
い
抜
機
又
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
の
組
立
て
、
解
体
、
変
更

又
は
移
動
を
行
う
と
き
は
、
作
業
の
方
法
、
手
順
等
を
定
め
、
こ
れ
ら
を
労

働
者
に
周
知
さ
せ
、
か
つ
、
作
業
を
指
揮
す
る
者
を
指
名
し
て
、
そ
の
直
接

の
指
揮
の
下
に
作
業
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

労
働
者

「
多
く
の
労
働
者
が
従
事
し
…
（
略
）
…
作
業
の
輻
輳
に
よ
る
車
両
や
機
材
等
と
の
接
触
、
荷
の
落
下
等
の
危
険
」
（
詳
解
41
1ｐ

）

19
1条

1

控
え
で
支
持
す
る
く
い
打
機
又
は
く
い
抜
機
の
二
本
構
、
支
柱
等
を
建
て
た

ま
ま
で
、
動
力
に
よ
る
ウ
イ
ン
チ
そ
の
他
の
機
械
を
用
い
て
、
こ
れ
ら
の
脚

部
を
移
動
さ
せ
る
と
き
は
、
脚
部
の
引
過
ぎ
に
よ
る
倒
壊
を
防
止
す
る
た

め
、
反
対
側
か
ら
テ
ン
シ
ヨ
ン
ブ
ロ
ツ
ク
、
ウ
イ
ン
チ
等
で
、
確
実
に
制
動

し
な
が
ら
行
な
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

19
2条

1

く
い
打
機
、
く
い
抜
機
又
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
を
組
み
立
て
た
と
き
は
、

次
の
事
項
に
つ
い
て
点
検
し
、
異
常
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
か
ら
で
な
け

れ
ば
、
こ
れ
を
使
用
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

19
3条

1

く
い
打
機
又
は
く
い
抜
機
の
控
線
（
仮
控
線
を
含
む
。
）
を
ゆ
る
め
る
と
き

は
、
テ
ン
シ
ヨ
ン
ブ
ロ
ツ
ク
又
は
ウ
イ
ン
チ
を
用
い
る
等
適
当
な
方
法
に
よ

り
、
控
線
を
ゆ
る
め
る
労
働
者
に
、
そ
の
者
が
容
易
に
支
持
す
る
こ
と
が
で

き
る
限
度
を
こ
え
る
荷
重
が
か
か
ら
な
い
よ
う
に
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。

事
業
者

労
働
者

19
4条

1

く
い
打
機
又
は
ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
を
使
用
し
て
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い

て
、
ガ
ス
導
管
等
の
損
壊
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る

と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
作
業
箇
所
に
つ
い
て
、
ガ
ス
導
管
等
の
有
無
及
び

状
態
を
当
該
ガ
ス
導
管
等
を
管
理
す
る
者
に
確
か
め
る
等
の
方
法
に
よ
り
調

査
し
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
知
り
得
た
と
こ
ろ
に
適
応
す
る
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

－2907－



安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

19
4条

の
2

1
1

ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
の
ロ
ッ
ド
、
ビ
ッ
ト
等
を
取
り
付
け
又
は
取
り
外
す
と

き
は
、
ク
ラ
ッ
チ
レ
バ
ー
を
ス
ト
ッ
パ
ー
で
固
定
す
る
等
に
よ
り
ロ
ッ
ド
等

を
回
転
さ
せ
る
動
力
を
確
実
に
遮
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

19
4条

の
2

2
1

ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
の
ロ
ッ
ド
を
取
り
外
す
と
き
及
び
ビ
ッ
ト
等
を
取
り
付

け
又
は
取
り
外
す
と
き
は
、
ロ
ッ
ド
を
ロ
ッ
ド
ホ
ル
ダ
ー
等
に
よ
り
確
実
に

保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

19
4条

の
3

1

ボ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
の
ウ
ォ
ー
タ
ー
ス
イ
ベ
ル
に
接
続
す
る
ホ
ー
ス
に
つ
い

て
は
、
当
該
ホ
ー
ス
が
ロ
ッ
ド
等
の
回
転
部
分
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ

る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
ホ
ー
ス
を
や
ぐ
ら
に
固
定
す
る

等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

19
4条

の
4

1

建
設
工
事
の
作
業
に
お
い
て
使
用
す
る
ジ
ャ
ッ
キ
式
つ
り
上
げ
機
械
に
つ
い

て
は
、
次
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い

こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

19
4条

の
5

1
1

建
設
工
事
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
ジ
ャ
ッ
キ
式
つ
り
上
げ
機
械
を

用
い
て
荷
の
つ
り
上
げ
、
つ
り
下
げ
等
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
作
業
計
画
を
定
め
、
か
つ
、
当
該
作
業
計
画
に
よ
り
作
業
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

作
業
計
画
策
定
の
目
的
は
「
労
働
者
の
墜
落
に
よ
る
危
険
を
防
止
」
（
同
条
2項

3号
参
照
）

19
4条

の
5

2
1

前
項
の
作
業
計
画
は
、
次
の
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

事
業
者

前
項
の
作
業
計
画

労
働
者

3号
参
照

19
4条

の
5

3
第
一
項
の
作
業
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
前
項
各
号
の
事
項
に
つ
い
て
関
係

労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

関
係
労
働
者

労
働
者

作
業
計
画
策
定
の
目
的
は
「
労
働
者
の
墜
落
に
よ
る
危
険
を
防
止
」
（
同
条
2項

3号
参
照
）

19
4条

の
6

1

建
設
工
事
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
ジ
ャ
ッ
キ
式
つ
り
上
げ
機
械
を

用
い
て
荷
の
つ
り
上
げ
、
つ
り
下
げ
等
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
作
業
を
行
う
区
域
内
に
は
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
の
立
入
り
を

禁
止
す
る
こ
と
。

二
　
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危

険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
を
中
止
す
る
こ
と
。

三
　
ジ
ャ
ッ
キ
式
つ
り
上
げ
機
械
を
施
設
、
仮
設
物
等
に
据
え
付
け
る
と
き

は
、
ボ
ル
ト
等
を
用
い
て
当
該
ジ
ャ
ッ
キ
式
つ
り
上
げ
機
械
を
確
実
に
固
定

さ
せ
る
こ
と
。

四
　
ジ
ャ
ッ
キ
式
つ
り
上
げ
機
械
を
施
設
、
仮
設
物
等
に
据
え
付
け
る
と
き

は
、
当
該
施
設
、
仮
設
物
等
の
耐
力
を
確
認
し
、
耐
力
が
不
足
し
て
い
る
と

き
は
、
こ
れ
を
補
強
す
る
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

1号
参
照

「
工
具
等
の
落
下

等
の
危
険
」
（
詳

解
42
2ｐ

）

19
4条

の
7

1
1

建
設
工
事
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
ジ
ャ
ッ
キ
式
つ
り
上
げ
機
械
を

用
い
て
荷
の
つ
り
上
げ
、
つ
り
下
げ
等
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
物
体
の
飛

来
又
は
落
下
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者
に
保
護
帽
を
着
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者

13
3条

1項

研
ま
盤
に
よ
る
金
属
の
乾
燥
研
ま
、
ビ
ス
コ
ー
ス
紡
糸
作
業
、
炭
酸
含
有
清

涼
飮
料
水
の
び
ん
詰
そ
の
他
作
業
の
性
質
上
物
体
の
飛
來
に
よ
る
危
險
が
あ

る
と
き
は
、
飛
來
防
止
の
設
備
を
設
け
、
又
は
適
当
な
保
護
具
を
備
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

19
4条

の
7

2
保
護
帽
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

13
3条

2項
作
業
中
前
項
の
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

19
4条

の
8

1

高
所
作
業
車
（
運
行
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
前
照

灯
及
び
尾
灯
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
走
行
の
作
業
を
安
全
に
行
う
た
め
必
要
な
照
度
が
保
持
さ
れ
て
い

る
場
所
に
お
い
て
使
用
す
る
高
所
作
業
車
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

事
業
者

明
記
な
し

「
転
倒
の
危
険
と
な
り
、
こ
れ
ら
を
確
認
す
る
た
め
に
照
度
の
確
保
は
重
要
」
（
詳
解
42
4ｐ

）

19
4条

の
9

1
1

高
所
作
業
車
を
用
い
て
作
業
（
道
路
上
の
走
行
の
作
業
を
除
く
。
）
を
行
う

と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
作
業
に
係
る
場
所
の
状
況
、
当
該
高
所
作
業

車
の
種
類
及
び
能
力
等
に
適
応
す
る
作
業
計
画
を
定
め
、
か
つ
、
当
該
作
業

計
画
に
よ
り
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

19
4条

の
9

2
1

前
項
の
作
業
計
画
は
、
当
該
高
所
作
業
車
に
よ
る
作
業
の
方
法
が
示
さ
れ
て

い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

前
項
の
作
業
計
画

明
記
な
し

19
4条

の
9

3
第
一
項
の
作
業
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
示
さ
れ
る
事

項
に
つ
い
て
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

関
係
労
働
者

19
4条

の
10

1

高
所
作
業
車
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
の
指
揮
者
を
定

め
、
そ
の
者
に
前
条
第
一
項
の
作
業
計
画
に
基
づ
き
作
業
の
指
揮
を
行
わ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

19
4条

の
11

1

高
所
作
業
車
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
高
所
作
業
車
の
転
倒
又
は
転

落
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
ア
ウ
ト
リ
ガ
ー
を
張
り
出
す

こ
と
、
地
盤
の
不
同
沈
下
を
防
止
す
る
こ
と
、
路
肩
の
崩
壊
を
防
止
す
る
こ

と
等
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

19
4条

の
12

1

高
所
作
業
車
を
用
い
て
作
業
を
行
う
場
合
で
、
作
業
床
以
外
の
箇
所
で
作
業

床
を
操
作
す
る
と
き
は
、
作
業
床
上
の
労
働
者
と
作
業
床
以
外
の
箇
所
で
作

業
床
を
操
作
す
る
者
と
の
間
の
連
絡
を
確
実
に
す
る
た
め
、
一
定
の
合
図
を

定
め
、
当
該
合
図
を
行
う
者
を
指
名
し
て
そ
の
者
に
行
わ
せ
る
等
必
要
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

作
業
床
上
の
労
働

者
と
作
業
床
以
外

の
箇
所
で
作
業
床

を
操
作
す
る
者

労
働
者

（
詳
解
43
0ｐ

参
照
）

19
4条

の
13

1
1

高
所
作
業
車
の
運
転
者
が
走
行
の
た
め
の
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
と
き
（
作

業
床
に
労
働
者
が
乗
つ
て
作
業
を
行
い
、
又
は
作
業
を
行
お
う
と
し
て
い
る

場
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該
運
転
者
に
次
の
措
置
を
講
じ
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

運
転
者

19
4条

の
13

2
高
所
作
業
車
の
走
行
の
た
め
の
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
と
き
は
、
同
項
各
号

に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

運
転
者

明
記
な
し

19
4条

の
13

3
1

高
所
作
業
車
の
作
業
床
に
労
働
者
が
乗
つ
て
作
業
を
行
い
、
又
は
行
お
う
と

し
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
運
転
者
が
走
行
の
た
め
の
運
転
位
置
か
ら
離
れ

る
と
き
は
、
当
該
高
所
作
業
車
の
停
止
の
状
態
を
保
持
す
る
た
め
の
ブ
レ
ー

キ
を
確
実
に
か
け
る
等
の
措
置
を
講
じ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

19
4条

の
13

4
高
所
作
業
車
の
走
行
の
た
め
の
運
転
位
置
か
ら
離
れ
る
と
き
は
、
同
項
の
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

運
転
者

労
働
者

19
4条

の
14

1

高
所
作
業
車
を
移
送
す
る
た
め
自
走
又
は
け
ん
引
に
よ
り
貨
物
自
動
車
に
積

卸
し
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
道
板
、
盛
土
等
を
使
用
す
る
と
き
は
、
当
該

高
所
作
業
車
の
転
倒
、
転
落
等
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
次
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

19
4条

の
15

1
高
所
作
業
車
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
乗
車
席
及
び
作
業
床
以
外
の

箇
所
に
労
働
者
を
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

19
4条

の
16

1

高
所
作
業
車
に
つ
い
て
は
、
積
載
荷
重
（
高
所
作
業
車
の
構
造
及
び
材
料
に

応
じ
て
、
作
業
床
に
人
又
は
荷
を
乗
せ
て
上
昇
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
最
大

の
荷
重
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
能
力
を
超
え
て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

明
記
な
し

「
機
体
の
損
壊
、

転
倒
を
発
生
」

（
詳
解
43
2ｐ

）
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安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

19
4条

の
17

1

高
所
作
業
車
を
荷
の
つ
り
上
げ
等
当
該
高
所
作
業
車
の
主
た
る
用
途
以
外
の

用
途
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

事
業
者

労
働
者

た
だ
し
書
参
照

19
4条

の
18

1

高
所
作
業
車
の
修
理
又
は
作
業
床
の
装
着
若
し
く
は
取
り
外
し
の
作
業
を
行

う
と
き
は
、
当
該
作
業
を
指
揮
す
る
者
を
定
め
、
そ
の
者
に
次
の
事
項
を
行

わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

「
複
数
の
労
働
者
に
よ
る
作
業
が
予
想
…
（
略
）
…
機
材
等
と
の
接
触
、
墜
落
、
機
材
等
の
落
下
等
の
危
険
」
（
詳
解
43
4ｐ

）

19
4条

の
19

1
1

高
所
作
業
車
の
ブ
ー
ム
等
を
上
げ
、
そ
の
下
で
修
理
、
点
検
等
の
作
業
を
行

う
と
き
は
、
ブ
ー
ム
等
が
不
意
に
降
下
す
る
こ
と
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を

防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
安
全
支
柱
、
安
全
ブ

ロ
ッ
ク
等
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者

19
4条

の
19

2
前
項
の
安
全
支
柱
、
安
全
ブ
ロ
ッ
ク
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

19
4条

の
20

1
1

高
所
作
業
車
（
作
業
床
に
お
い
て
走
行
の
操
作
を
す
る
構
造
の
も
の
を
除

く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
走
行
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
高
所

作
業
車
の
作
業
床
に
労
働
者
を
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
平
坦
で
堅
固
な
場
所
に
お
い
て
高
所
作
業
車
を
走
行
さ
せ
る
場
合

で
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

19
4条

の
20

2
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
を
除
き
、
走
行
中
の
高
所
作
業
車
の
作
業
床
に
乗
つ

て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

19
4条

の
20

3
第
一
項
第
一
号
の
誘
導
者
が
行
う
誘
導
及
び
同
項
第
二
号
の
合
図
に
従
わ
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
、
同
項
第
三
号
の
制
限
速
度
を
超
え
て
高
所
作
業
車

を
運
転
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

第
一
項
た
だ
し
書

の
高
所
作
業
車
の

運
転
者

労
働
者

19
4条

の
21

1
1

作
業
床
に
お
い
て
走
行
の
操
作
を
す
る
構
造
の
高
所
作
業
車
を
平
坦
で
堅
固

な
場
所
以
外
の
場
所
で
走
行
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

1号
を
参
照

19
4条

の
21

2
第
百
九
十
四
条
の
二
十
第
三
項
の
準
用

運
転
者

労
働
者

19
4条

の
22

1
1

高
所
作
業
車
（
作
業
床
が
接
地
面
に
対
し
垂
直
に
の
み
上
昇
し
、
又
は
下
降

す
る
構
造
の
も
の
を
除
く
。
）
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
高
所

作
業
車
の
作
業
床
上
の
労
働
者
に
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
を
使
用
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

当
該
高
所
作
業
車

の
作
業
床
上
の
労

働
者

11
2条

1項

た
て
坑
内
、
井
戸
、
四
十
度
以
上
の
斜
面
、
や
ぐ
ら
、
塔
、
電
柱
、
架
空
索

道
の
支
柱
、
つ
り
足
場
等
墜
落
の
危
險
が
あ
る
場
所
で
、
労
働
者
を
作
業
さ

せ
る
場
合
に
は
、
腰
綱
を
使
用
さ
せ
、
又
は
他
の
適
当
な
墜
落
防
止
の
方
法

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

19
4条

の
22

2
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

11
2条

2項
前
項
の
防
止
方
法
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

19
4条

の
23

1

高
所
作
業
車
に
つ
い
て
は
、
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
事
項

に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
一
年
を
超
え
る
期
間
使
用
し
な
い
高
所
作
業
車
の
当
該
使
用
し
な

い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

19
4条

の
23

2
前
項
た
だ
し
書
の
高
所
作
業
車
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始
す
る

際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

19
4条

の
24

1

高
所
作
業
車
に
つ
い
て
は
、
一
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
事
項

に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
一
月
を
超
え
る
期
間
使
用
し
な
い
高
所
作
業
車
の
当
該
使
用
し
な

い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

19
4条

の
24

2
前
項
た
だ
し
書
の
高
所
作
業
車
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始
す
る

際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

19
4条

の
25

前
二
条
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三

年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

19
4条

の
26

1
高
所
作
業
車
に
係
る
特
定
自
主
検
査
は
、
第
百
九
十
四
条
の
二
十
三
に
規
定

す
る
自
主
検
査
と
す
る
こ
と
。

事
業
者

高
所
作
業
車
に
係

る
特
定
自
主
検
査

明
記
な
し

19
4条

の
26

2
法
第
四
十
五
条
第
二
項
（
※
特
定
自
主
検
査
の
実
施
者
）
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
労
働
者
に
関
す
る
準
用
規
定

労
働
者

明
記
な
し

19
4条

の
26

3

運
行
の
用
に
供
す
る
高
所
作
業
車
（
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
八
条
第
一
項

の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
い
て

点
検
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
点
検
を
行
つ
た
部
分
に
つ
い
て
は
第
百
九

十
四
条
の
二
十
三
の
自
主
検
査
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

19
4条

の
26

4
高
所
作
業
車
に
係
る
特
定
自
主
検
査
を
検
査
業
者
に
実
施
さ
せ
た
場
合
に
お

け
る
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
五
号
中
「
検
査
を
実
施
し

た
者
の
氏
名
」
と
あ
る
の
は
、
「
検
査
業
者
の
名
称
」
と
す
る
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

明
記
な
し

19
4条

の
26

5
高
所
作
業
車
に
係
る
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
当
該
高
所
作
業
車
の
見

や
す
い
箇
所
に
、
特
定
自
主
検
査
を
行
つ
た
年
月
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
検
査
標
章
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

19
4条

の
27

1

高
所
作
業
車
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る

前
に
、
制
動
装
置
、
操
作
装
置
及
び
作
業
装
置
の
機
能
に
つ
い
て
点
検
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

19
4条

の
28

1

第
百
九
十
四
条
の
二
十
三
若
し
く
は
第
百
九
十
四
条
の
二
十
四
の
自
主
検
査

又
は
前
条
の
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直

ち
に
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

19
5条

定
義
規
定

41
4条

定
義
規
定

明
記
な
し

19
6条

1

軌
条
の
重
量
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
車
両
重
量
に
応
じ

て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
軌
条
重
量
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

明
記
な
し

41
6条

軌
條
の
重
量
は
、
左
の
基
準
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

製
造
者
、
譲
渡
提

供
者
、
設
置
業

者
、
使
用
者
等

軌
條
の
重
量

明
記
な
し

19
7条

1
軌
条
の
継
目
に
つ
い
て
は
、
継
目
板
を
用
い
、
溶
接
を
行
な
う
等
に
よ
り
堅

固
に
固
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

41
7条

軌
條
の
継
目
は
、
両
側
に
継
目
板
を
あ
て
、
且
つ
四
本
の
ボ
ル
ト
で
堅
固
に

締
め
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

製
造
者
、
譲
渡
提

供
者
、
設
置
業

者
、
使
用
者
等

軌
條
の
継
目

明
記
な
し

19
8条

1

軌
条
の
敷
設
に
つ
い
て
は
、
犬
く
ぎ
、
止
め
金
具
等
を
用
い
て
、
軌
条
を
ま

く
ら
木
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
道
床
等
に
堅
固
に
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

明
記
な
し

41
8条

1項
軌
條
の
敷
設
に
は
ま
く
ら
木
を
使
用
し
、
犬
く
ぎ
で
堅
固
に
固
定
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

製
造
者
、
譲
渡
提

供
者
、
設
置
業

者
、
使
用
者
等

明
記
な
し

明
記
な
し

19
9条

1
1

ま
く
ら
木
の
大
き
さ
及
び
配
置
の
間
隔
に
つ
い
て
は
、
軌
条
を
安
定
さ
せ
る

た
め
、
車
両
重
量
、
道
床
の
状
態
等
に
応
じ
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

41
8条

2項
ま
く
ら
木
は
、
左
の
基
準
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

製
造
者
、
譲
渡
提

供
者
、
設
置
業

者
、
使
用
者
等

ま
く
ら
木

明
記
な
し

19
9条

2
1

腐
食
し
や
す
い
箇
所
又
は
取
替
え
の
困
難
な
箇
所
で
用
い
る
ま
く
ら
木
に
つ

い
て
は
、
耐
久
性
を
有
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

41
9条

腐
し
よ
く
し
易
い
個
所
又
は
取
換
の
困
難
な
個
所
の
ま
く
ら
木
は
、
耐
久
性

を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

製
造
者
、
譲
渡
提

供
者
、
設
置
業

者
、
使
用
者
等

腐
し
よ
く
し
易
い

個
所
又
は
取
換
の

困
難
な
個
所
の
ま

く
ら
木

明
記
な
し

－2909－



安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

20
0条

1

車
両
重
量
五
ト
ン
以
上
の
動
力
車
を
運
転
す
る
軌
道
の
う
ち
道
床
が
砕
石
、

砂
利
等
で
形
成
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
ま
く
ら
木
及
び
軌
条
を
安

全
に
保
持
す
る
た
め
、
道
床
を
十
分
つ
き
固
め
、
か
つ
、
排
水
を
良
好
に
す

る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

42
0条

五
ト
ン
以
上
の
動
力
車
を
運
轉
す
る
軌
道
の
道
床
は
、
ま
く
ら
木
及
び
軌
條

を
安
全
に
保
持
す
る
た
め
充
分
つ
き
固
め
、
且
つ
排
水
を
良
好
に
す
る
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

製
造
者
、
譲
渡
提

供
者
、
設
置
業

者
、
使
用
者
等

五
ト
ン
以
上
の
動

力
車
を
運
轉
す
る

軌
道
の
道
床

明
記
な
し

20
1条

1
軌
道
の
曲
線
部
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

42
1条

軌
道
の
曲
線
部
は
、
左
の
事
項
を
具
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

製
造
者
、
譲
渡
提

供
者
、
設
置
業

者
、
使
用
者
等

軌
道
の
曲
線
部

明
記
な
し

20
2条

1
動
力
車
を
使
用
す
る
区
間
の
軌
道
の
こ
う
配
に
つ
い
て
は
、
千
分
の
五
十
以

下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

42
2条

軌
道
の
こ
う
配
は
、
機
関
車
を
使
用
す
る
区
間
で
は
、
二
十
分
の
一
を
超
え

て
は
な
ら
な
い
。

製
造
者
、
譲
渡
提

供
者
、
設
置
業

者
、
使
用
者
等

軌
道
の
こ
う
配

明
記
な
し

20
3条

1

軌
道
の
分
岐
す
る
部
分
に
は
、
確
実
な
機
能
を
有
す
る
転
て
つ
器
及
び
て
つ

さ
を
設
け
、
軌
道
の
終
端
に
は
、
確
実
な
車
止
め
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

42
3条

軌
條
の
分
岐
す
る
部
分
に
は
、
確
実
な
機
能
を
有
す
る
轉
て
つ
器
及
び
て
つ

叉
を
設
け
、
軌
道
の
終
端
に
は
、
確
実
な
車
止
裝
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

製
造
者
、
譲
渡
提

供
者
、
設
置
業

者
、
使
用
者
等

明
記
な
し

明
記
な
し

20
4条

1
車
両
が
逸
走
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
逸
走
防
止
装
置
を
設
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

42
9条

軌
道
又
は
卷
上
裝
置
の
車
輛
が
逸
走
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
は
、
逸
走
防

止
裝
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

製
造
者
、
譲
渡
提

供
者
、
設
置
業

者
、
使
用
者
等

明
記
な
し

明
記
な
し

20
5条

1

建
設
中
の
ず
い
道
等
の
内
部
に
軌
道
装
置
を
設
け
る
と
き
は
、
通
行
中
の
労

働
者
に
運
行
す
る
車
両
が
接
触
す
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
そ
の
片
側
に

お
い
て
、
当
該
車
両
と
側
壁
又
は
障
害
物
と
の
間
隔
を
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
以

上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
ず
い
道
等
の
断
面
が
狭
小
で
あ
る
こ
と
等
に
よ
り
当
該
間
隔
を

〇
・
六
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
で
、
次
の
い
ず
れ
か
の

措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
明
確
に
識
別
で
き
る
回
避
所
を
適
当
な
間
隔
で
設
け
る
こ
と
。

二
　
信
号
装
置
の
設
置
、
監
視
人
の
配
置
等
に
よ
り
運
行
中
の
車
両
の
進
行

方
向
上
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

20
6条

1

建
設
中
の
ず
い
道
等
の
内
部
に
軌
道
装
置
を
設
け
る
と
き
は
、
車
両
の
と
う

乗
者
が
ず
い
道
等
の
内
部
の
側
壁
、
天
盤
、
障
害
物
等
に
接
触
す
る
危
険
を

防
止
す
る
た
め
、
当
該
車
両
と
当
該
側
壁
、
天
盤
、
障
害
物
等
と
の
間
に
必

要
な
距
離
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
地
山
の
荷
重
に
よ
り
変
形
し
た
支
保
工
等
障
害
物
が
あ
る
と
き

に
、
当
該
車
両
の
と
う
乗
者
が
当
該
障
害
物
に
接
触
す
る
危
険
を
防
止
す
る

た
め
、
車
両
と
う
乗
者
が
容
易
に
識
別
で
き
る
措
置
を
講
じ
た
と
き
に
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

車
両
の
と
う
乗
者

20
7条

1
軌
道
装
置
の
状
況
に
応
じ
て
信
号
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

明
記
な
し

43
3条

1項
軌
道
裝
置
の
状
況
に
應
じ
、
信
号
裝
置
を
設
け
、
又
は
操
車
に
関
す
る
合
図

の
定
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

20
8条

1
1

動
力
車
に
は
、
手
用
ブ
レ
ー
キ
を
備
え
、
か
つ
、
十
ト
ン
以
上
の
動
力
車
に

は
、
動
力
ブ
レ
ー
キ
を
あ
わ
せ
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

「
ブ
レ
ー
キ
の
損

傷
等
に
よ
る
車
両

の
逸
走
、
脱
線
、

軌
道
上
の
岩
石
等

へ
の
乗
り
上
げ
、

周
辺
作
業
車
と
の

接
触
、
運
転
者
又

は
輸
送
中
の
労
働

者
の
転
落
…
等
の

危
険
」
（
詳
解
44
9

ｐ
）

42
5条

1項
動
力
車
に
は
、
手
用
制
動
機
を
備
え
、
且
つ
十
ト
ン
以
上
の
動
力
車
に
は
動

力
制
動
機
を
併
せ
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

製
造
者
、
譲
渡
提

供
者
、
設
置
業

者
、
使
用
者
等

明
記
な
し

労
働
者

20
8条

2
1

ブ
レ
ー
キ
の
制
輪
子
に
作
用
す
る
圧
力
と
制
動
車
輪
の
軌
条
に
対
す
る
圧
力

と
の
割
合
を
、
動
力
ブ
レ
ー
キ
に
あ
つ
て
は
百
分
の
五
十
以
上
百
分
の
七
十

五
以
下
、
手
用
ブ
レ
ー
キ
に
あ
つ
て
は
百
分
の
二
十
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

同
上

42
5条

2項

制
動
機
の
制
輪
子
に
作
用
す
る
圧
力
と
制
動
車
輪
の
軌
條
に
対
す
る
圧
力
と

の
割
合
は
、
動
力
制
動
機
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
五
十
以
上
百
分
の
七
十
五

以
下
、
手
用
制
動
機
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
二
十
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

製
造
者
、
譲
渡
提

供
者
、
設
置
業

者
、
使
用
者
等

制
動
機
の
制
輪
子

に
作
用
す
る
圧
力

と
制
動
車
輪
の
軌

條
に
対
す
る
圧
力

と
の
割
合

労
働
者

20
9条

1
動
力
車
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ

ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

同
上

42
6条

動
力
車
は
、
左
の
事
項
を
具
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

製
造
者
、
譲
渡
提

供
者
、
設
置
業

者
、
使
用
者
等

動
力
車

労
働
者

21
0条

1
動
力
車
の
運
転
者
席
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の

で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

運
転
者

2号
参
照

21
1条

1
人
車
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、

使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

1号
参
照

21
2条

1
車
輪
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、

使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

詳
解
44
9ｐ

参
照

42
7条

車
輪
は
、
左
の
事
項
を
具
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

製
造
者
、
譲
渡
提

供
者
、
設
置
業

者
、
使
用
者
等

車
輪

労
働
者

21
3条

1
車
両
を
連
結
す
る
と
き
は
、
確
実
な
連
結
装
置
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。

事
業
者

労
働
者

同
上

42
4条

動
力
車
及
び
車
輛
は
、
相
互
の
離
脱
を
防
ぐ
た
め
に
、
確
実
な
連
結
裝
置
を

設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

製
造
者
、
譲
渡
提

供
者
、
設
置
業

者
、
使
用
者
等

動
力
車
及
び
車
輛

労
働
者

21
4条

1

斜
道
に
お
い
て
人
車
を
用
い
る
場
合
に
お
い
て
、
人
車
と
人
車
又
は
ワ
イ
ヤ

ロ
ー
プ
ソ
ケ
ツ
ト
を
チ
エ
ー
ン
又
は
リ
ン
ク
で
連
結
す
る
と
き
は
、
当
該
チ

エ
ー
ン
又
は
リ
ン
ク
の
切
断
等
に
よ
る
人
車
の
逸
走
を
防
止
す
る
た
め
、
予

備
の
チ
エ
ー
ン
又
は
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
で
連
結
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。

事
業
者

労
働
者

同
上

21
5条

1

巻
上
げ
装
置
に
は
、
車
両
に
最
大
の
荷
重
を
か
け
た
場
合
に
お
い
て
、
車
両

を
す
み
や
か
に
停
止
さ
せ
、
か
つ
、
そ
の
停
止
状
態
を
保
持
す
る
こ
と
が
で

き
る
ブ
レ
ー
キ
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

「
ブ
レ
ー
キ
の
損

傷
、
ワ
イ
ヤ
ロ
ー

プ
の
切
断
等
に
よ

る
車
両
の
逸
走
の

危
険
」
（
詳
解
45
2

ｐ
）

42
8条

2号
卷
上
裝
置
は
、
左
の
事
項
を
具
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
　
有
効
な
制
動
機
を
備
え
る
こ
と
。

製
造
者
、
譲
渡
提

供
者
、
設
置
業

者
、
使
用
者
等

巻
上
装
置

明
記
な
し

21
6条

1
巻
上
げ
装
置
に
用
い
る
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

42
8条

1号
、

5号

卷
上
裝
置
は
、
左
の
事
項
を
具
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
鋼
索
の
安
全
係
数
は
、
六
以
上
と
す
る
こ
と
。

五
　
鋼
索
は
、
確
実
な
方
法
で
取
り
付
け
る
こ
と
。

製
造
者
、
譲
渡
提

供
者
、
設
置
業

者
、
使
用
者
等

巻
上
装
置

明
記
な
し

21
7条

1
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
を
巻
上
げ
装
置
の
巻
上
げ
用
ワ

イ
ヤ
ロ
ー
プ
と
し
て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

42
8条

4号
卷
上
裝
置
は
、
左
の
事
項
を
具
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
　
鋼
索
は
、
三
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
長
さ
の
間
に
お
い
て
、
子
線
数
の
十

分
の
一
以
上
が
切
断
し
た
も
の
を
使
用
し
な
い
こ
と
。

製
造
者
、
譲
渡
提

供
者
、
設
置
業

者
、
使
用
者
等

巻
上
装
置

明
記
な
し

21
8条

1

斜
坑
に
お
い
て
人
車
を
用
い
る
場
合
に
お
い
て
、
巻
上
げ
機
の
運
転
者
が
人

車
の
位
置
を
確
認
す
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、
当
該
運
転
者
が
容
易
に
確

認
で
き
る
深
度
指
示
器
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し
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安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

21
9条

1
信
号
装
置
を
設
け
た
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
信
号
装
置
の
表
示
方
法

を
定
め
、
か
つ
、
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

関
係
労
働
者

労
働
者

「
車
両
と
関
係
労

働
者
と
の
接
触
、

…
ず
い
道
等
の
内

部
に
お
け
る
後
押

し
運
転
に
よ
る
関

係
労
働
者
と
車
両

と
の
接
触
…
当
の

危
険
」
（
詳
解
45
5

ｐ
）

43
3条

1項
軌
道
裝
置
の
状
況
に
應
じ
、
信
号
裝
置
を
設
け
、
又
は
操
車
に
関
す
る
合
図

の
定
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

労
働
者

22
0条

1
1

軌
道
装
置
の
運
転
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
運
転
に
関
す
る
合
図

方
法
を
定
め
、
か
つ
、
こ
れ
を
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

事
業
者

関
係
労
働
者

労
働
者

同
上

43
3条

1項
軌
道
裝
置
の
状
況
に
應
じ
、
信
号
裝
置
を
設
け
、
又
は
操
車
に
関
す
る
合
図

の
定
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

労
働
者

22
0条

2
前
項
の
合
図
方
法
に
よ
り
運
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

運
転
者

労
働
者

同
上

43
3条

2項
前
項
の
定
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

22
1条

1

軌
道
装
置
に
よ
り
労
働
者
を
輸
送
す
る
と
き
は
、
人
車
を
使
用
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
少
数
の
労
働
者
を
輸
送
す
る
場
合
又
は
臨
時
に
労
働
者
を
輸
送
す

る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

た
だ
し
書
を
参
照

22
2条

1
1

車
両
の
運
転
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
軌
条
重
量
、
軌
間
、
こ
う
配
、

曲
線
半
径
等
に
応
じ
、
当
該
車
両
の
制
限
速
度
を
定
め
、
こ
れ
に
よ
り
運
転

者
に
、
運
転
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

43
4条

1項
車
輛
は
、
そ
の
構
造
、
軌
條
の
種
類
、
軌
間
、
こ
う
配
、
曲
線
半
径
等
に
應

じ
て
安
全
な
速
度
を
定
め
、
各
区
間
の
制
限
速
度
は
、
こ
れ
を
関
係
労
働
者

に
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

車
輛
は

労
働
者

22
2条

2
前
項
の
制
限
速
度
を
こ
え
て
車
両
を
運
転
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

運
転
者

明
記
な
し

43
4条

2項
前
項
の
制
限
速
度
を
超
え
て
車
輛
を
運
轉
し
て
は
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

22
3条

1
人
車
に
つ
い
て
は
、
そ
の
構
造
に
応
じ
た
と
う
乗
定
員
数
を
定
め
、
か
つ
、

こ
れ
を
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

関
係
労
働
者

労
働
者

22
4条

1

建
設
中
の
ず
い
道
等
の
内
部
に
お
い
て
動
力
車
に
よ
る
後
押
し
運
転
を
す
る

と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
後
押
し
運
転
を
す
る
区
間
を
定
め
、
当
該
区
間
へ
の
労
働
者
の
立

入
り
を
禁
止
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

22
5条

1

前
条
の
誘
導
者
を
車
両
に
と
う
乗
さ
せ
る
と
き
は
、
誘
導
者
が
車
両
か
ら
転

落
す
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
誘
導
者
を
囲
い
を
設
け
た
車
両
又
は
乗
車

台
に
と
う
乗
さ
せ
る
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

誘
導
者

22
6条

1
1

動
力
車
の
運
転
者
が
運
転
席
か
ら
離
れ
る
と
き
は
、
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
る
等

車
両
の
逸
走
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

22
6条

2
運
転
席
か
ら
離
れ
る
と
き
は
、
前
項
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

運
転
者

明
記
な
し

43
6条

動
力
車
を
停
止
し
て
そ
の
位
置
を
離
れ
る
と
き
は
、
制
動
機
を
締
め
、
そ
の

他
自
動
防
止
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

22
7条

1
1

巻
上
げ
機
が
運
転
さ
れ
て
い
る
間
は
、
当
該
巻
上
げ
機
の
運
転
者
を
運
転
位

置
か
ら
離
れ
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

22
7条

2
巻
上
げ
機
が
運
転
さ
れ
て
い
る
間
は
、
運
転
位
置
か
ら
離
れ
て
は
な
ら
な
い

こ
と
。

運
転
者

明
記
な
し

22
8条

1

電
気
機
関
車
等
に
つ
い
て
は
、
三
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
当
該
電

気
機
関
車
等
の
各
部
分
の
異
常
の
有
無
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
な
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
三
年
を
こ
え
る
期
間
使
用
し
な
い
電
気
機
関
車
等
の
当
該
使
用
し

な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

43
1条

蒸
汽
機
関
車
及
び
汽
動
車
は
、
左
の
定
期
檢
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
三
年
を
超
え
な
い
期
間
毎
に
主
要
部
分
を
取
り
外
し
て
各
部
の
檢
査
を

行
い
、
且
つ
試
運
轉
を
す
る
こ
と
。

前
項
の
規
定
は
、
内
燃
機
関
車
の
定
期
檢
査
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。

電
氣
機
関
車
及
び
電
車
は
、
左
の
定
期
檢
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
三
年
を
超
え
な
い
期
間
毎
に
主
要
部
分
を
取
り
外
し
て
、
各
部
の
檢
査

及
び
電
動
機
の
絶
縁
試
驗
を
行
い
、
且
つ
試
運
轉
を
す
る
こ
と
。

使
用
者

蒸
汽
機
関
車
及
び

汽
動
車
は

前
項
の
規
定
は

電
氣
機
関
車
及
び

電
車
は

明
記
な
し

22
8条

2
前
項
た
だ
し
書
の
電
気
機
関
車
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始
す

る
際
に
、
当
該
電
気
機
関
車
等
の
各
部
分
の
異
常
の
有
無
に
つ
い
て
自
主
検

査
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

22
9条

1

電
気
機
関
車
等
に
つ
い
て
は
、
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
事

項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
一
年
を
こ
え
る
期
間
使
用
し
な
い
電
気
機
関
車
等
の
当
該
使
用
し

な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

43
1条

蒸
汽
機
関
車
及
び
汽
動
車
は
、
左
の
定
期
檢
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

二
　
六
箇
月
を
超
え
な
い
期
間
毎
に
シ
リ
ン
ダ
及
び
弁
室
の
内
部
、
蒸
汽

管
、
排
汽
管
、
加
減
弁
、
安
全
弁
及
び
圧
力
計
の
檢
査
を
す
る
こ
と
。

電
氣
機
関
車
及
び
電
車
は
、
左
の
定
期
檢
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
　
一
年
を
超
え
な
い
期
間
毎
に
、
電
動
機
、
制
動
機
、
開
閉
器
、
自
動
し

や
断
器
、
避
雷
器
、
敷
設
電
線
、
接
続
コ
ー
ド
及
び
各
種
計
器
の
檢
査
を
す

る
こ
と
。

使
用
者

蒸
汽
機
関
車
及
び

汽
動
車
は

電
氣
機
関
車
及
び

電
車
は

明
記
な
し

22
9条

2
前
項
た
だ
し
書
の
電
気
機
関
車
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始
す

る
際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
な
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

23
0条

1

電
気
機
関
車
等
に
つ
い
て
は
、
一
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
事

項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
一
月
を
こ
え
る
期
間
使
用
し
な
い
電
気
機
関
車
等
の
当
該
使
用
し

な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

43
0条

3号

蒸
汽
機
関
車
及
び
汽
動
車
は
、
左
の
定
期
檢
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

三
　
毎
月
少
く
と
も
一
回
火
室
内
部
、
可
溶
栓
、
火
粉
止
、
水
面
測
定
裝

置
、
給
水
裝
置
及
び
制
動
機
の
檢
査
を
す
る
こ
と
。

使
用
者

蒸
汽
機
関
車
及
び

汽
動
車
は

明
記
な
し

23
0条

2
前
項
た
だ
し
書
の
電
気
機
関
車
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始
す

る
際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
な
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

23
1条

前
三
条
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三

年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

43
5条

第
四
百
三
十
三
條
第
一
項
に
よ
る
信
号
規
定
及
び
第
四
百
三
十
條
乃
至
第
四

百
三
十
二
條
の
檢
査
の
結
果
は
、
こ
れ
を
記
録
し
て
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

使
用
者

第
四
百
三
十
三
條

第
一
項
に
よ
る
信

号
規
定
及
び
第
四

百
三
十
條
乃
至
第

四
百
三
十
二
條
の

檢
査
の
結
果

明
記
な
し

23
2条

1
1

軌
道
装
置
を
用
い
て
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る

前
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
点
検
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

23
2条

2
1

軌
道
に
つ
い
て
は
、
随
時
、
軌
条
及
び
路
面
の
状
態
の
異
常
の
有
無
に
つ
い

て
点
検
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

43
2条

軌
道
は
、
常
時
、
軌
條
及
び
路
面
の
状
態
を
檢
査
し
、
必
要
な
補
修
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

軌
道

明
記
な
し
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安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

23
3条

1

第
二
百
二
十
八
条
か
ら
第
二
百
三
十
条
ま
で
の
自
主
検
査
及
び
前
条
の
点
検

を
行
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
補
修
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

23
4条

1
1

手
押
し
車
両
を
用
い
る
軌
道
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

「
脱
線
、
逸
走
等

の
危
険
」
（
詳
解

46
1ｐ

）
43
8条

手
押
車
輛
を
使
用
す
る
軌
道
は
、
第
四
百
十
七
條
及
び
第
四
百
三
十
二
條
の

規
定
を
準
用
す
る
の
外
、
左
の
事
項
を
具
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
軌
道
の
曲
線
半
径
は
、
五
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

二
　
こ
う
配
は
、
十
五
分
の
一
以
下
と
す
る
こ
と
。

三
　
軌
條
の
重
量
は
、
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
と
す
る
こ
と
。

四
　
径
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
ま
く
ら
木
を
適
当
な

間
隔
に
使
用
す
る
こ
と
。

製
造
者
、
譲
渡
提

供
者
、
設
置
業

者
、
使
用
者
等

手
押
車
輛
を
使
用

す
る
軌
道

明
記
な
し

23
4条

2
1

第
百
九
十
七
条
及
び
第
二
百
三
十
二
条
第
二
項
の
準
用

事
業
者

明
記
な
し

43
8条

手
押
車
輛
を
使
用
す
る
軌
道
は
、
第
四
百
十
七
條
及
び
第
四
百
三
十
二
條
の

規
定
を
準
用
す
る
の
外
、
左
の
事
項
を
具
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

製
造
者
、
譲
渡
提

供
者
、
設
置
業

者
、
使
用
者
等

手
押
車
輛
を
使
用

す
る
軌
道

明
記
な
し

23
5条

1
こ
う
配
が
千
分
の
十
以
上
の
軌
道
区
間
で
使
用
す
る
手
押
し
車
両
に
つ
い
て

は
、
有
効
な
手
用
ブ
レ
ー
キ
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

43
8条

5号
五
　
こ
う
配
が
百
分
の
一
以
上
の
区
間
に
使
用
す
る
車
輛
に
は
、
機
能
の
確

実
な
手
用
制
動
機
を
備
え
る
こ
と
。

製
造
者
、
譲
渡
提

供
者
、
設
置
業

者
、
使
用
者
等

手
押
車
輛
を
使
用

す
る
軌
道

明
記
な
し

23
6条

1
1

労
働
者
が
手
押
し
車
両
を
運
転
す
る
と
き
は
、
次
の
事
項
を
行
な
わ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

23
6条

2
手
押
し
車
両
を
運
転
す
る
と
き
は
、
前
項
各
号
の
事
項
を
行
な
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

明
記
な
し

43
9条

手
押
車
輛
を
運
轉
す
る
場
合
は
、
左
の
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

明
記
な
し

23
7条

1
型
わ
く
支
保
工
の
材
料
に
つ
い
て
は
、
著
し
い
損
傷
、
変
形
又
は
腐
食
が
あ

る
も
の
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

23
8条

1
型
わ
く
支
保
工
に
使
用
す
る
支
柱
、
は
り
又
は
は
り
の
支
持
物
の
主
要
な
部

分
の
鋼
材
に
使
用
で
き
る
強
度
に
関
す
る
規
定

事
業
者

明
記
な
し

23
9条

1

型
わ
く
支
保
工
に
つ
い
て
は
、
型
わ
く
の
形
状
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
打
設
の

方
法
等
に
応
じ
た
堅
固
な
構
造
の
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な

い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

24
0条

1
1

型
わ
く
支
保
工
を
組
み
立
て
る
と
き
は
、
組
立
図
を
作
成
し
、
か
つ
、
当
該

組
立
図
に
よ
り
組
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

24
0条

2
1

前
項
の
組
立
図
は
、
支
柱
、
は
り
、
つ
な
ぎ
、
筋
か
い
等
の
部
材
の
配
置
、

接
合
の
方
法
及
び
寸
法
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

前
項
の
組
立
図

明
記
な
し

24
0条

3
1

第
一
項
の
組
立
図
に
係
る
型
枠
支
保
工
の
設
計
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

第
一
項
の
組
立
図

に
係
る
型
枠
支
保

工
の
設
計

明
記
な
し

24
1条

1
前
条
第
三
項
第
一
号
の
材
料
の
許
容
応
力
の
値
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
こ
と
。

事
業
者

前
条
第
三
項
第
一

号
の
材
料
の
許
容

応
力
の
値

明
記
な
し

24
2条

1
型
枠
支
保
工
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

24
3条

1

敷
板
、
敷
角
等
を
は
さ
ん
で
段
状
に
組
み
立
て
る
型
わ
く
支
保
工
に
つ
い
て

は
、
前
条
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

24
4条

1
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
打
設
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

24
5条

1

型
わ
く
支
保
工
の
組
立
て
又
は
解
体
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
次
の
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
当
該
作
業
を
行
な
う
区
域
に
は
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
の
立
ち

入
り
を
禁
止
す
る
こ
と
。

二
　
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危

険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
な
い
こ
と
。

三
　
材
料
、
器
具
又
は
工
具
を
上
げ
、
又
は
お
ろ
す
と
き
は
、
つ
り
綱
、
つ

り
袋
等
を
労
働
者
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

24
6条

令
第
六
条
第
十
四
号
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
型
枠
支
保
工
の
組
立
て
等
作
業

主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
型
枠
支
保
工
の
組
立
て
等

作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

24
7条

型
枠
支
保
工
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

24
8条

1
火
炉
そ
の
他
多
量
の
高
熱
物
を
取
り
扱
う
設
備
に
つ
い
て
は
、
火
災
を
防
止

す
る
た
め
必
要
な
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

13
6条

1項
火
炉
そ
の
他
多
量
の
高
熱
物
を
取
り
扱
う
設
備
は
、
火
災
を
防
止
す
る
た
め

必
要
な
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

火
炉
そ
の
他
多
量

の
高
熱
物
を
取
り

扱
う
設
備

明
記
な
し

「
爆
発
、
火
災
等
の
発
生
は
多
く
の
場
合
瞬
時
に
し
て
建

屋
の
倒
壊
等
極
め
て
深
刻
な
事
故
と
な
り
、
周
辺
地
域
に

も
甚
大
な
被
害
を
及
ぼ
す
」
（
詳
解
48
8ｐ

）
と
の
記
載

に
あ
る
よ
う
に
、
爆
発
、
火
災
等
の
事
故
が
発
生
す
る
と

近
隣
の
住
民
な
ど
の
第
三
者
を
も
巻
き
込
ん
だ
大
規
模
な

災
害
に
発
展
す
る
事
例
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
広

範
囲
に
及
ぶ
と
い
う
災
害
の
性
質
に
加
え
、
他
の
条
項
と

異
な
り
本
章
の
条
文
が
い
ず
れ
も
「
火
災
の
防
止
」
等
と

あ
え
て
保
護
対
象
を
明
示
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
考
え
る

と
、
本
章
は
労
働
者
に
限
定
せ
ず
広
く
保
護
対
象
と
す
る

趣
旨
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

24
9条

1

水
蒸
気
爆
発
を
防
止
す
る
た
め
、
溶
融
高
熱
物
を
取
り
扱
う
ピ
ツ
ト
（
高
熱

の
鉱
さ
い
を
水
で
処
理
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

13
6条

2項
前
項
の
基
礎
工
事
に
は
、
地
下
水
、
雨
水
等
の
浸
入
に
よ
る
爆
発
を
防
止
す

る
た
め
、
適
当
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

明
記
な
し

25
0条

1

水
蒸
気
爆
発
を
防
止
す
る
た
め
、
溶
融
高
熱
物
を
取
り
扱
う
設
備
を
内
部
に

有
す
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

明
記
な
し

13
6条

2項
前
項
の
基
礎
工
事
に
は
、
地
下
水
、
雨
水
等
の
浸
入
に
よ
る
爆
発
を
防
止
す

る
た
め
、
適
当
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

明
記
な
し

25
1条

1

溶
融
高
熱
物
を
取
り
扱
う
作
業
（
高
熱
の
鉱
さ
い
を
水
で
処
理
す
る
作
業
及

び
高
熱
の
鉱
さ
い
を
廃
棄
す
る
作
業
を
除
く
。
）
を
行
な
う
と
き
は
、
水
蒸

気
爆
発
を
防
止
す
る
た
め
、
第
二
百
四
十
九
条
の
ピ
ツ
ト
、
前
条
の
建
築
物

の
床
面
そ
の
他
当
該
溶
融
高
熱
物
を
取
り
扱
う
設
備
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
に

水
が
滞
留
し
、
又
は
こ
れ
ら
が
水
に
よ
り
湿
潤
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し

た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
作
業
を
行
な
つ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し
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安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

25
2条

1

水
蒸
気
爆
発
を
防
止
す
る
た
め
、
高
熱
の
鉱
さ
い
を
水
で
処
理
し
、
又
は
廃

棄
す
る
場
所
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
水
砕
処
理
を
行
な
う
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

25
3条

1

高
熱
の
鉱
さ
い
を
水
で
処
理
し
、
又
は
廃
棄
す
る
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、

水
蒸
気
爆
発
を
防
止
す
る
た
め
、
前
条
の
場
所
に
水
が
滞
留
し
て
い
な
い
こ

と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
作
業
を
行
な
つ
て
は
な
ら
な
い
こ

と
。

た
だ
し
、
水
砕
処
理
を
行
な
う
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

25
4条

1

金
属
の
溶
解
炉
に
金
属
く
ず
を
入
れ
る
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
水
蒸
気
爆

発
そ
の
他
の
爆
発
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
金
属
く
ず
に
水
、
火
薬
類
、
危

険
物
、
密
閉
さ
れ
た
容
器
等
が
は
い
つ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な

け
れ
ば
、
当
該
作
業
を
行
な
つ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

25
5条

1
1

溶
鉱
炉
、
溶
銑
炉
又
は
ガ
ラ
ス
溶
解
炉
そ
の
他
多
量
の
高
熱
物
を
取
り
扱
う

作
業
を
行
な
う
場
所
に
つ
い
て
は
、
当
該
高
熱
物
の
飛
散
、
流
出
等
に
よ
る

火
傷
そ
の
他
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
適
当
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

明
記
は
な
い
が
、
3

項
が
保
護
具
を
使

用
す
べ
き
者
を
労

働
者
と
定
め
て
い

る
こ
と
か
ら
、
保

護
対
象
は
労
働
者

と
判
断

12
8条

1項
溶
鉱
炉
、
溶
銑
炉
又
は
硝
子
溶
解
炉
そ
の
他
多
量
の
高
熱
物
を
取
り
扱
う
場

所
は
、
爆
発
又
は
逸
出
等
に
よ
る
危
害
を
防
止
す
る
た
め
、
適
当
な
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

溶
鉱
炉
、
溶
銑
炉

又
は
硝
子
溶
解
炉

そ
の
他
多
量
の
高

熱
物
を
取
り
扱
う

場
所

労
働
者

明
記
は
な
い
が
、
3

項
が
保
護
具
を
使

用
す
べ
き
者
を
労

働
者
と
定
め
て
い

る
こ
と
か
ら
、
保

護
対
象
は
労
働
者

と
判
断

25
5条

2
1

前
項
の
場
所
に
は
、
火
傷
そ
の
他
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
適
当
な
保
護

具
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

同
上

12
8条

2項
前
項
の
場
所
に
は
、
火
傷
そ
の
他
の
危
險
を
防
止
す
る
た
め
、
適
当
な
保
護

具
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

同
上

25
5条

3
第
一
項
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
前
項
の
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

12
8条

3項
第
一
項
の
作
業
中
、
前
項
の
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

25
6条

1
1

危
険
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
と
き
は
、
爆
発
又
は
火
災
を
防
止
す
る

た
め
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

「
危
険
物
に
よ
る
火
災
、
爆
発
は
、
製
造
、
取
り
扱
い
作
業
場
所
の
被
害
に
と
ど
ま
ら
ず
、
事
業
場
全
域
及
び
周
辺
地
域
に
被
害
を
及
ぼ
す
」
（
詳
解
50
6ｐ

）

25
6条

2
前
項
の
場
合
に
は
、
同
項
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

労
働
者

明
記
な
し

25
7条

1

危
険
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
作
業
（
令
第
六
条
第
二
号
又
は
第
八
号

に
掲
げ
る
作
業
を
除
く
。
）
を
行
な
う
と
き
は
、
当
該
作
業
の
指
揮
者
を
定

め
、
そ
の
者
に
当
該
作
業
を
指
揮
さ
せ
る
と
と
も
に
、
次
の
事
項
を
行
な
わ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

25
8条

1
1

引
火
性
の
物
又
は
可
燃
性
ガ
ス
（
令
別
表
第
一
第
五
号
に
掲
げ
る
可
燃
性
の

ガ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
液
状
の
も
の
を
、
ホ
ー
ス
を
用
い
て
化
学

設
備
（
配
管
を
除
く
。
）
、
タ
ン
ク
自
動
車
、
タ
ン
ク
車
、
ド
ラ
ム
か
ん
等

に
注
入
す
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、
ホ
ー
ス
の
結
合
部
を
確
実
に
締
め
付

け
、
又
は
は
め
合
わ
せ
た
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
作
業
を

行
つ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

25
8条

2
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
と
き
は
、
同
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ

ば
、
当
該
作
業
を
行
な
つ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

明
記
な
し

25
9条

1
1

ガ
ソ
リ
ン
が
残
存
し
て
い
る
化
学
設
備
（
危
険
物
を
貯
蔵
す
る
も
の
に
限
る

も
の
と
し
、
配
管
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
タ
ン
ク
自
動
車
、

タ
ン
ク
車
、
ド
ラ
ム
か
ん
等
に
灯
油
又
は
軽
油
を
注
入
す
る
作
業
を
行
う
と

き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
内
部
に
つ
い
て
、
洗
浄
し
、
ガ
ソ
リ
ン
の
蒸
気

を
不
活
性
ガ
ス
で
置
換
す
る
等
に
よ
り
、
安
全
な
状
態
に
し
た
こ
と
を
確
認

し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
作
業
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

25
9条

2
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
と
き
は
、
同
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ

ば
、
当
該
作
業
を
行
な
つ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

明
記
な
し

26
0条

1
1

エ
チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド
、
ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
又
は
酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン
を
化
学

設
備
、
タ
ン
ク
自
動
車
、
タ
ン
ク
車
、
ド
ラ
ム
か
ん
等
に
注
入
す
る
作
業
を

行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
内
部
の
不
活
性
ガ
ス
以
外
の
ガ
ス
又
は

蒸
気
を
不
活
性
ガ
ス
で
置
換
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
作
業
を
行
つ
て
は

な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

26
0条

2
1

エ
チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド
、
ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
又
は
酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン
を
化
学

設
備
、
タ
ン
ク
自
動
車
、
タ
ン
ク
車
、
ド
ラ
ム
か
ん
等
に
貯
蔵
す
る
と
き

は
、
常
に
そ
の
内
部
の
不
活
性
ガ
ス
以
外
の
ガ
ス
又
は
蒸
気
を
不
活
性
ガ
ス

で
置
換
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

26
1条

1

引
火
性
の
物
の
蒸
気
、
可
燃
性
ガ
ス
又
は
可
燃
性
の
粉
じ
ん
が
存
在
し
て
爆

発
又
は
火
災
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
つ
い
て
は
、
当
該
蒸
気
、
ガ

ス
又
は
粉
じ
ん
に
よ
る
爆
発
又
は
火
災
を
防
止
す
る
た
め
、
通
風
、
換
気
、

除
じ
ん
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

14
0条

1項
爆
発
の
お
そ
れ
の
あ
る
ガ
ス
、
蒸
氣
又
は
粉
じ
ん
を
発
生
す
る
場
所
は
、
爆

発
防
止
の
た
め
換
氣
、
通
風
、
除
じ
ん
そ
の
他
適
当
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

爆
発
の
お
そ
れ
の

あ
る
ガ
ス
、
蒸
氣

又
は
粉
じ
ん
を
発

生
す
る
場
所

明
記
な
し

26
2条

1
1

通
風
又
は
換
気
が
不
十
分
な
場
所
に
お
い
て
、
ガ
ス
等
を
用
い
て
溶
接
、
溶

断
又
は
金
属
の
加
熱
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
当
該
場
所
に
お
け
る
ガ
ス

等
の
漏
え
い
又
は
放
出
に
よ
る
爆
発
、
火
災
又
は
火
傷
を
防
止
す
る
た
め
、

次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

26
2条

2
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
と
き
は
、
同
項
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な

け
れ
ば
、
当
該
作
業
を
行
な
つ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

明
記
な
し

26
3条

1

ガ
ス
溶
接
等
の
業
務
（
令
第
二
十
条
第
十
号
に
掲
げ
る
業
務
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
使
用
す
る
ガ
ス
等
の
容
器
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

26
4条

1

異
種
の
物
が
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
発
火
し
、
又
は
爆
発
す
る
お
そ
れ
の
あ

る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
物
を
接
近
し
て
貯
蔵
し
、
又
は
同
一
の
運
搬
機
に
積

載
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
接
触
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

事
業
者

明
記
な
し

13
8条

接
触
に
よ
り
火
災
又
は
爆
発
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
危
險
物
を
、
同
一
の

運
搬
機
に
積
載
し
、
又
は
同
一
の
場
所
で
同
時
に
取
り
扱
わ
せ
て
は
な
ら
な

い
。
但
し
、
接
触
防
止
の
た
め
、
有
効
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

明
記
な
し

26
5条

1

起
毛
、
反
毛
等
の
作
業
又
は
綿
、
羊
毛
、
ぼ
ろ
、
木
毛
、
わ
ら
、
紙
く
ず
そ

の
他
可
燃
性
の
物
を
多
量
に
取
り
扱
う
作
業
を
行
な
う
場
所
、
設
備
等
に
つ

い
て
は
、
火
災
防
止
の
た
め
適
当
な
位
置
又
は
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

13
9条

起
毛
、
反
毛
等
の
作
業
又
は
綿
、
羊
毛
、
ぼ
ろ
、
木
毛
、
わ
ら
、
紙
屑
そ
の

他
可
燃
性
の
物
を
多
量
に
取
り
扱
う
作
業
の
場
所
は
、
火
災
防
止
の
た
め
、

適
当
な
位
置
及
び
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

起
毛
、
反
毛
等
の

作
業
又
は
綿
、
羊

毛
、
ぼ
ろ
、
木

毛
、
わ
ら
、
紙
屑

そ
の
他
可
燃
性
の

物
を
多
量
に
取
り

扱
う
作
業
の
場
所

明
記
な
し

26
6条

1
自
然
発
火
の
危
険
が
あ
る
物
を
積
み
重
ね
る
と
き
は
、
危
険
な
温
度
に
上
昇

し
な
い
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

14
7条

自
然
発
火
の
危
險
が
あ
る
物
を
積
み
重
ね
る
場
合
に
は
、
危
險
な
温
度
に
上

昇
し
な
い
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

明
記
な
し
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規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

26
7条

1

油
又
は
印
刷
用
イ
ン
キ
類
に
よ
つ
て
浸
染
し
た
ボ
ロ
、
紙
く
ず
等
に
つ
い
て

は
、
不
燃
性
の
有
が
い
容
器
に
収
め
る
等
火
災
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
0条

油
又
は
印
刷
用
イ
ン
キ
類
に
よ
つ
て
、
浸
染
し
た
ボ
ロ
、
紙
屑
等
は
、
不
燃

性
の
有
が
い
容
器
に
收
め
る
等
火
災
防
止
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

使
用
者

油
又
は
印
刷
用
イ

ン
キ
類
に
よ
つ

て
、
浸
染
し
た
ボ

ロ
、
紙
屑
等

明
記
な
し

26
8条

1

化
学
設
備
（
配
管
を
除
く
。
）
を
内
部
に
設
け
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
当

該
建
築
物
の
壁
、
柱
、
床
、
は
り
、
屋
根
、
階
段
等
（
当
該
化
学
設
備
に
近

接
す
る
部
分
に
限
る
。
）
を
不
燃
性
の
材
料
で
造
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

明
記
な
し

26
9条

1

化
学
設
備
（
バ
ル
ブ
又
は
コ
ッ
ク
を
除
く
。
）
の
う
ち
危
険
物
等
が
接
触
す

る
部
分
に
つ
い
て
は
、
当
該
危
険
物
等
に
よ
る
当
該
部
分
の
著
し
い
腐
食
に

よ
る
爆
発
又
は
火
災
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
危
険
物
等
の
種
類
、
温
度
、

濃
度
等
に
応
じ
、
腐
食
し
に
く
い
材
料
で
造
り
、
内
張
り
を
施
す
等
の
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

27
0条

1

化
学
設
備
の
ふ
た
板
、
フ
ラ
ン
ジ
、
バ
ル
ブ
、
コ
ッ
ク
等
の
接
合
部
に
つ
い

て
は
、
当
該
接
合
部
か
ら
危
険
物
等
が
漏
え
い
す
る
こ
と
に
よ
る
爆
発
又
は

火
災
を
防
止
す
る
た
め
、
ガ
ス
ケ
ッ
ト
を
使
用
し
、
接
合
面
を
相
互
に
密
接

さ
せ
る
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

27
1条

1
1

化
学
設
備
の
バ
ル
ブ
若
し
く
は
コ
ッ
ク
又
は
こ
れ
ら
を
操
作
す
る
た
め
の
ス

イ
ッ
チ
、
押
し
ボ
タ
ン
等
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
誤
操
作
に
よ
る
爆
発
又

は
火
災
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

27
1条

2
1

前
項
第
二
号
の
措
置
は
、
色
分
け
の
み
に
よ
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い

こ
と
。

事
業
者

前
項
第
二
号
の
措

置
明
記
な
し

27
2条

1
化
学
設
備
の
バ
ル
ブ
又
は
コ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

27
3条

1

化
学
設
備
（
配
管
を
除
く
。
）
に
原
材
料
を
送
給
す
る
労
働
者
が
当
該
送
給

を
誤
る
こ
と
に
よ
る
爆
発
又
は
火
災
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
労
働
者
が
見

や
す
い
位
置
に
、
当
該
原
材
料
の
種
類
、
当
該
送
給
の
対
象
と
な
る
設
備
そ

の
他
必
要
な
事
項
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

27
3条

の
2

1

特
殊
化
学
設
備
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
部
に
お
け
る
異
常
な
事
態
を
早
期
に

は
握
す
る
た
め
に
必
要
な
温
度
計
、
流
量
計
、
圧
力
計
等
の
計
測
装
置
を
設

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

27
3条

の
3

1
1

特
殊
化
学
設
備
（
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
危
険
物
等
の
量
が
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
基
準
に
満
た
な
い
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
部

に
お
け
る
異
常
な
事
態
を
早
期
に
は
握
す
る
た
め
に
必
要
な
自
動
警
報
装
置

を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

27
3条

の
3

2
1

前
項
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、
監
視
人
を
置

き
、
当
該
特
殊
化
学
設
備
の
運
転
中
は
当
該
設
備
を
監
視
さ
せ
る
等
の
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

27
3条

の
4

1
1

特
殊
化
学
設
備
に
つ
い
て
は
、
異
常
な
事
態
の
発
生
に
よ
る
爆
発
又
は
火
災

を
防
止
す
る
た
め
、
原
材
料
の
送
給
を
し
や
断
し
、
又
は
製
品
等
を
放
出
す

る
た
め
の
装
置
、
不
活
性
ガ
ス
、
冷
却
用
水
等
を
送
給
す
る
た
め
の
装
置
等

当
該
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

27
3条

の
4

2
1

前
項
の
装
置
に
設
け
る
バ
ル
ブ
又
は
コ
ツ
ク
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

前
項
の
装
置
に
設

け
る
バ
ル
ブ
又
は

コ
ツ
ク

明
記
な
し

27
3条

の
5

1
1

特
殊
化
学
設
備
、
特
殊
化
学
設
備
の
配
管
又
は
特
殊
化
学
設
備
の
附
属
設
備

に
使
用
す
る
動
力
源
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

27
3条

の
5

2
1

前
項
第
二
号
の
措
置
は
、
色
分
け
の
み
に
よ
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い

こ
と
。

事
業
者

前
項
第
二
号
の
措

置
明
記
な
し

27
4条

1

化
学
設
備
又
は
そ
の
附
属
設
備
を
使
用
し
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
こ
れ
ら

の
設
備
に
関
し
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
爆
発
又
は
火
災
を
防
止
す
る
た
め

必
要
な
規
程
を
定
め
、
こ
れ
に
よ
り
作
業
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

明
記
な
し

27
4条

の
2

1
1

化
学
設
備
か
ら
危
険
物
等
が
大
量
に
流
出
し
た
場
合
等
危
険
物
等
の
爆
発
、

火
災
等
に
よ
る
労
働
災
害
発
生
の
急
迫
し
た
危
険
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に

作
業
を
中
止
し
、
労
働
者
を
安
全
な
場
所
に
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。

事
業
者

労
働
者

27
4条

の
2

2
1

前
項
の
場
合
に
は
、
労
働
者
が
危
険
物
等
に
よ
る
労
働
災
害
を
被
る
お
そ
れ

の
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
ま
で
の
間
、
当
該
作
業
場
等
に
関
係
者
以
外
の
者

が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

関
係
労
働
者
以
外

の
者

27
5条

1

化
学
設
備
又
は
そ
の
附
属
設
備
の
改
造
、
修
理
、
清
掃
等
を
行
う
場
合
に
お

い
て
、
こ
れ
ら
の
設
備
を
分
解
す
る
作
業
を
行
い
、
又
は
こ
れ
ら
の
設
備
の

内
部
で
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

一
　
当
該
作
業
の
方
法
及
び
順
序
を
決
定
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
こ
れ
を
関
係

労
働
者
に
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

二
　
当
該
作
業
の
指
揮
者
を
定
め
、
そ
の
者
に
当
該
作
業
を
指
揮
さ
せ
る
こ

と
。

三
　
作
業
箇
所
に
危
険
物
等
が
漏
え
い
し
、
又
は
高
温
の
水
蒸
気
等
が
逸
出

し
な
い
よ
う
に
、
バ
ル
ブ
若
し
く
は
コ
ッ
ク
を
二
重
に
閉
止
し
、
又
は
バ
ル

ブ
若
し
く
は
コ
ッ
ク
を
閉
止
す
る
と
と
も
に
閉
止
板
等
を
施
す
こ
と
。

四
　
前
号
の
バ
ル
ブ
、
コ
ッ
ク
又
は
閉
止
板
等
に
施
錠
し
、
こ
れ
ら
を
開
放

し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
表
示
し
、
又
は
監
視
人
を
置
く
こ
と
。

五
　
第
三
号
の
閉
止
板
等
を
取
り
外
す
場
合
に
お
い
て
、
危
険
物
等
又
は
高

温
の
水
蒸
気
等
が
流
出
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該

閉
止
板
等
と
そ
れ
に
最
も
近
接
し
た
バ
ル
ブ
又
は
コ
ッ
ク
と
の
間
の
危
険
物

等
又
は
高
温
の
水
蒸
気
等
の
有
無
を
確
認
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

事
業
者

関
係
労
働
者

27
5条

の
2

1

前
条
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
随
時
、
作
業
箇
所
及
び
そ
の
周
辺
に
お
け
る

引
火
性
の
物
の
蒸
気
又
は
可
燃
性
ガ
ス
の
濃
度
を
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し
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安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

27
6条

1

化
学
設
備
（
配
管
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
そ
の
附

属
設
備
に
つ
い
て
は
、
二
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
事
項
に
つ

い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
二
年
を
超
え
る
期
間
使
用
し
な
い
化
学
設
備
及
び
そ
の
附
属
設
備

の
当
該
使
用
し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

27
6条

2
前
項
た
だ
し
書
の
化
学
設
備
及
び
そ
の
附
属
設
備
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用

を
再
び
開
始
す
る
際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を

行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

27
6条

3
前
二
項
の
自
主
検
査
の
結
果
、
当
該
化
学
設
備
又
は
そ
の
附
属
設
備
に
異
常

を
認
め
た
と
き
は
、
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
後
で
な
け
れ
ば
、

こ
れ
ら
の
設
備
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

27
6条

4
第
一
項
又
は
第
二
項
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録

し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

27
7条

1
1

化
学
設
備
（
配
管
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
そ
の
附

属
設
備
を
初
め
て
使
用
す
る
と
き
、
分
解
し
て
改
造
若
し
く
は
修
理
を
行
つ

た
と
き
、
又
は
引
き
続
き
一
月
以
上
使
用
し
な
か
つ
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の

設
備
に
つ
い
て
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
点
検
し
、
異
常
が
な
い

こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
設
備
を
使
用
し
て
は
な
ら
な

い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

27
7条

2
1

前
項
の
場
合
の
ほ
か
、
化
学
設
備
又
は
そ
の
附
属
設
備
の
用
途
の
変
更
（
使

用
す
る
原
材
料
の
種
類
を
変
更
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
行
な
う
と
き
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号

に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
そ
の
用
途
の
変
更
の
た
め
に
改
造
し
た
部
分
の
異
常

の
有
無
を
点
検
し
、
異
常
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ

ら
の
設
備
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

27
8条

1
1

異
常
化
学
反
応
そ
の
他
の
異
常
な
事
態
に
よ
り
内
部
の
気
体
の
圧
力
が
大
気

圧
を
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
容
器
に
つ
い
て
は
、
安
全
弁
又
は
こ
れ
に
代
わ

る
安
全
装
置
を
備
え
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ

と
。

た
だ
し
、
内
容
積
が
〇
・
一
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
容
器
に
つ
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

27
8条

2
1

前
項
の
容
器
の
安
全
弁
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
安
全
装
置
に
つ
い
て
は
、
そ
の

作
動
に
伴
つ
て
排
出
さ
れ
る
危
険
物
（
前
項
の
容
器
が
引
火
点
が
六
十
五
度

以
上
の
物
を
引
火
点
以
上
の
温
度
で
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
化
学
設
備

（
配
管
を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
物
。
）
に
よ
る
爆
発

又
は
火
災
を
防
止
す
る
た
め
、
密
閉
式
の
構
造
の
も
の
と
し
、
又
は
排
出
さ

れ
る
危
険
物
を
安
全
な
場
所
へ
導
き
、
若
し
く
は
燃
焼
、
吸
収
等
に
よ
り
安

全
に
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
の
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

明
記
な
し

27
9条

1
1

危
険
物
以
外
の
可
燃
性
の
粉
じ
ん
、
火
薬
類
、
多
量
の
易
燃
性
の
物
又
は
危

険
物
が
存
在
し
て
爆
発
又
は
火
災
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
お
い
て

は
、
火
花
若
し
く
は
ア
ー
ク
を
発
し
、
若
し
く
は
高
温
と
な
つ
て
点
火
源
と

な
る
お
そ
れ
の
あ
る
機
械
等
又
は
火
気
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

14
0条

2項
前
項
の
場
所
に
は
、
安
全
な
燈
火
を
使
用
し
、
且
つ
火
花
を
発
し
、
又
は
過

熱
の
お
そ
れ
の
あ
る
機
械
若
し
く
は
設
備
を
設
け
て
は
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

明
記
な
し

27
9条

2
前
項
の
場
所
に
お
い
て
は
、
同
項
の
点
火
源
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
機
械
等

又
は
火
気
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

明
記
な
し

14
0条

3項
第
一
項
の
場
所
で
火
氣
を
使
用
し
、
又
は
火
花
を
発
す
る
行
爲
を
し
て
は
な

ら
な
い
。

労
働
者

明
記
な
し

28
0条

1
1

第
二
百
六
十
一
条
の
場
所
の
う
ち
、
同
条
の
措
置
を
講
じ
て
も
、
な
お
、
引

火
性
の
物
の
蒸
気
又
は
可
燃
性
ガ
ス
が
爆
発
の
危
険
の
あ
る
濃
度
に
達
す
る

お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
お
い
て
電
気
機
械
器
具
（
電
動
機
、
変
圧
器
、
コ
ー

ド
接
続
器
、
開
閉
器
、
分
電
盤
、
配
電
盤
等
電
気
を
通
ず
る
機
械
、
器
具
そ

の
他
の
設
備
の
う
ち
配
線
及
び
移
動
電
線
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
使
用
す
る
と
き
は
、
当
該
蒸
気
又
は
ガ
ス
に
対
し
そ
の
種
類
及
び

爆
発
の
危
険
の
あ
る
濃
度
に
達
す
る
お
そ
れ
に
応
じ
た
防
爆
性
能
を
有
す
る

防
爆
構
造
電
気
機
械
器
具
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

28
0条

2
前
項
の
箇
所
に
お
い
て
は
、
同
項
の
防
爆
構
造
電
気
機
械
器
具
以
外
の
電
気

機
械
器
具
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

明
記
な
し

28
1条

1
1

第
二
百
六
十
一
条
の
場
所
の
う
ち
、
同
条
の
措
置
を
講
じ
て
も
、
な
お
、
可

燃
性
の
粉
じ
ん
（
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
粉
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
粉
等
爆
燃
性
の
粉
じ

ん
を
除
く
。
）
が
爆
発
の
危
険
の
あ
る
濃
度
に
達
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所

に
お
い
て
電
気
機
械
器
具
を
使
用
す
る
と
き
は
、
当
該
粉
じ
ん
に
対
し
防
爆

性
能
を
有
す
る
防
爆
構
造
電
気
機
械
器
具
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら

な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

28
1条

2
前
項
の
箇
所
に
お
い
て
は
、
同
項
の
防
爆
構
造
電
気
機
械
器
具
以
外
の
電
気

機
械
器
具
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

明
記
な
し

28
2条

1
1

爆
燃
性
の
粉
じ
ん
が
存
在
し
て
爆
発
の
危
険
の
あ
る
場
所
に
お
い
て
電
気
機

械
器
具
を
使
用
す
る
と
き
は
、
当
該
粉
じ
ん
に
対
し
て
防
爆
性
能
を
有
す
る

防
爆
構
造
電
気
機
械
器
具
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

28
2条

2
前
項
の
場
所
に
お
い
て
は
、
同
項
の
防
爆
構
造
電
気
機
械
器
具
以
外
の
電
気

機
械
器
具
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

明
記
な
し

28
3条

1

前
四
条
の
規
定
は
、
修
理
、
変
更
等
臨
時
の
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い

て
、
爆
発
又
は
火
災
の
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
措
置
を
講
ず
る
と
き

は
適
用
し
な
い
こ
と
。

事
業
者
及
び
労
働

者
前
四
条
の
規
定

明
記
な
し

28
4条

1

第
二
百
八
十
条
か
ら
第
二
百
八
十
二
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
各
条
の

防
爆
構
造
電
気
機
械
器
具
（
移
動
式
又
は
可
搬
式
の
も
の
に
限
る
。
）
を
使

用
す
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
使
用
を
開
始
す
る
前
に
、
当
該
防
爆
構
造
電
気

機
械
器
具
及
び
こ
れ
に
接
続
す
る
移
動
電
線
の
外
装
並
び
に
当
該
防
爆
構
造

電
気
機
械
器
具
と
当
該
移
動
電
線
と
の
接
続
部
の
状
態
を
点
検
し
、
異
常
を

認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し
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安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

28
5条

1
1

危
険
物
以
外
の
引
火
性
の
油
類
若
し
く
は
可
燃
性
の
粉
じ
ん
又
は
危
険
物
が

存
在
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
配
管
又
は
タ
ン
ク
、
ド
ラ
ム
か
ん
等
の
容
器
に
つ

い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
こ
れ
ら
の
危
険
物
以
外
の
引
火
性
の
油
類
若
し
く

は
可
燃
性
の
粉
じ
ん
又
は
危
険
物
を
除
去
す
る
等
爆
発
又
は
火
災
の
防
止
の

た
め
の
措
置
を
講
じ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
溶
接
、
溶
断
そ
の
他
火
気
を
使
用

す
る
作
業
又
は
火
花
を
発
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
作
業
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い

こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

28
5条

2
前
項
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
同
項
の
作
業
を
し
て
は
な
ら

な
い
こ
と
。

労
働
者

明
記
な
し

28
6条

1
1

通
風
又
は
換
気
が
不
十
分
な
場
所
に
お
い
て
、
溶
接
、
溶
断
、
金
属
の
加
熱

そ
の
他
火
気
を
使
用
す
る
作
業
又
は
研
削
と
い
し
に
よ
る
乾
式
研
ま
、
た
が

ね
に
よ
る
は
つ
り
そ
の
他
火
花
を
発
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
作
業
を
行
な
う
と

き
は
、
酸
素
を
通
風
又
は
換
気
の
た
め
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

28
6条

2
前
項
の
場
合
に
は
、
酸
素
を
通
風
又
は
換
気
の
た
め
に
使
用
し
て
は
な
ら
な

い
こ
と
。

労
働
者

明
記
な
し

28
6条

の
2

1
1

第
二
百
八
十
条
及
び
第
二
百
八
十
一
条
の
箇
所
並
び
に
第
二
百
八
十
二
条
の

場
所
に
お
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
静

電
気
帯
電
防
止
作
業
服
及
び
静
電
気
帯
電
防
止
用
作
業
靴
を
着
用
さ
せ
る
等

労
働
者
の
身
体
、
作
業
服
等
に
帯
電
す
る
静
電
気
を
除
去
す
る
た
め
の
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者

28
6条

の
2

2
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
と
き
は
、
同
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ

ば
、
当
該
作
業
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

28
6条

の
2

3
1

修
理
、
変
更
等
臨
時
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
爆
発
又
は
火
災
の
危

険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
措
置
を
講
ず
る
と
き
は
適
用
し
な
い
こ
と
。

事
業
者
及
び
労
働

者
前
二
項
の
規
定

労
働
者

28
7条

1

次
の
設
備
を
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
静
電
気
に
よ
る
爆
発
又
は
火
災
が

生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
接
地
、
除
電
剤
の
使
用
、
湿
気
の
付
与
、

点
火
源
と
な
る
お
そ
れ
の
な
い
除
電
装
置
の
使
用
そ
の
他
静
電
気
を
除
去
す

る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

14
6条

ゴ
ム
の
り
引
機
そ
の
他
の
機
械
又
は
設
備
で
、
靜
電
氣
に
よ
る
火
災
を
生
ず

る
危
險
が
あ
る
部
分
は
、
確
実
に
接
地
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

ゴ
ム
の
り
引
機
そ

の
他
の
機
械
又
は

設
備
で
、
靜
電
氣

に
よ
る
火
災
を
生

ず
る
危
險
が
あ
る

部
分

明
記
な
し

28
8条

1

火
災
又
は
爆
発
の
危
険
が
あ
る
場
所
に
は
、
火
気
の
使
用
を
禁
止
す
る
旨
の

適
当
な
表
示
を
し
、
特
に
危
険
な
場
所
に
は
、
必
要
で
な
い
者
の
立
入
り
を

禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

必
要
で
な
い
者

14
1条

特
に
危
險
な
個
所
に
は
、
必
要
で
な
い
者
の
立
入
り
を
禁
止
し
、
火
災
又
は

爆
発
の
危
險
が
あ
る
個
所
に
は
、
火
氣
の
使
用
を
禁
止
す
る
旨
の
適
当
な
標

示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

明
記
な
し

28
9条

1
1

建
築
物
等
に
は
、
適
当
な
箇
所
に
、
消
火
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

14
4条

1項
建
築
物
に
は
、
そ
の
規
模
に
適
應
す
る
貯
水
池
、
消
火
せ
ん
、
消
火
器
、
消

火
用
砂
、
水
そ
う
そ
の
他
の
消
火
設
備
を
適
所
に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

使
用
者

明
記
な
し

明
記
な
し

28
9条

2
1

前
項
の
消
火
設
備
は
、
建
築
物
等
の
規
模
又
は
広
さ
、
建
築
物
等
に
お
い
て

取
り
扱
わ
れ
る
物
の
種
類
等
に
よ
り
予
想
さ
れ
る
爆
発
又
は
火
災
の
性
状
に

適
応
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

前
項
の
消
化
設
備

明
記
な
し

14
4条

2項

前
項
の
消
火
設
備
は
、
作
業
の
性
質
又
は
火
災
若
し
く
は
爆
発
の
性
状
に
適

應
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
消
火
設
備
は
、
乾
燥
室
の
構
造
、
規
模
、
乾
燥
物
の
種
類
及
び
加
熱

方
法
等
に
適
應
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

明
記
な
し

29
0条

1

火
炉
、
加
熱
装
置
、
鉄
製
煙
突
そ
の
他
火
災
を
生
ず
る
危
険
の
あ
る
設
備
と

建
築
物
そ
の
他
可
燃
性
物
体
と
の
間
に
は
、
防
火
の
た
め
必
要
な
間
隔
を
設

け
、
又
は
可
燃
性
物
体
を
し
や
熱
材
料
で
防
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

明
記
な
し

14
5条

火
炉
、
加
熱
裝
置
、
鉄
製
煙
突
そ
の
他
火
災
を
生
ず
る
危
險
の
あ
る
設
備
と

建
築
物
そ
の
他
可
燃
性
物
体
と
の
間
に
は
、
防
火
の
た
め
必
要
な
間
隔
を
設

け
、
又
は
可
燃
性
物
体
を
し
や
熱
材
料
で
防
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

明
記
な
し

29
1条

1
1

喫
煙
所
、
ス
ト
ー
ブ
そ
の
他
火
気
を
使
用
す
る
場
所
に
は
、
火
災
予
防
上
必

要
な
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

14
9条

1項
喫
煙
所
、
ス
ト
ー
ブ
そ
の
他
火
氣
を
使
用
す
る
場
所
に
は
、
火
災
予
防
上
必

要
な
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

明
記
な
し

29
1条

2
み
だ
り
に
、
喫
煙
、
採
だ
ん
、
乾
燥
等
の
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

明
記
な
し

14
9条

2項
濫
り
に
喫
煙
、
採
だ
ん
、
乾
燥
等
の
行
爲
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

労
働
者

明
記
な
し

29
1条

3
火
気
を
使
用
し
た
者
は
、
確
実
に
残
火
の
始
末
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

火
気
を
使
用
し
た

者
事
業
者
及
び
労
働

者
を
想
定
か
？

明
記
な
し

14
9条

3項
火
氣
を
使
用
し
た
者
は
、
確
実
に
残
火
の
始
末
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

火
氣
を
使
用
し
た

者
明
記
な
し

29
2条

1
灰
捨
場
に
つ
い
て
は
、
延
焼
の
危
険
の
な
い
位
置
に
設
け
、
又
は
不
燃
性
の

材
料
で
造
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

15
1条

灰
捨
場
は
、
延
燒
の
危
險
の
な
い
位
置
に
設
け
、
又
は
不
燃
性
の
材
料
で
造

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

灰
捨
場

明
記
な
し

29
3条

1

危
険
物
乾
燥
設
備
（
乾
燥
室
に
限
る
。
）
を
設
け
る
部
分
の
建
築
物
に
つ
い

て
は
、
平
家
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
建
築
物
が
当
該
危
険
物
乾
燥
設
備
を
設
け
る
階
の
直
上
に
階
を
有

し
な
い
も
の
又
は
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二

条
第
九
号
の
二
に
規
定
す
る
耐
火
建
築
物
若
し
く
は
同
条
第
九
号
の
三
に
規

定
す
る
準
耐
火
建
築
物
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

「
危
険
物
乾
燥
設

備
に
よ
る
輻
射
熱

等
に
よ
る
火
災
の

危
険
」
「
建
築
物

に
火
災
が
発
生
し

た
場
合
に
は
危
険

物
等
に
よ
る
爆
発

の
危
険
」
（
詳
解

59
2ｐ

）

15
6条

爆
発
又
は
自
然
発
火
の
危
險
が
あ
る
物
を
取
り
扱
う
乾
燥
室
を
設
け
る
部
分

の
建
築
物
は
、
平
家
若
し
く
は
別
棟
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
建

築
物
が
耐
火
構
造
の
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

使
用
者

爆
発
又
は
自
然
発

火
の
危
險
が
あ
る

物
を
取
り
扱
う
乾

燥
室
を
設
け
る
部

分
の
建
築
物

明
記
な
し

29
4条

1

乾
燥
設
備
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。

た
だ
し
、
乾
燥
物
の
種
類
、
加
熱
乾
燥
の
程
度
、
熱
源
の
種
類
等
に
よ
り
爆

発
又
は
火
災
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

事
業
者

明
記
な
し

15
7条

乾
燥
室
の
構
造
は
、
左
の
事
項
を
具
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

乾
燥
室
の
構
造

乾
燥
室

乾
燥
室
の
熱
源

明
記
な
し

29
5条

1
1

乾
燥
設
備
に
附
属
す
る
電
熱
器
、
電
動
機
、
電
灯
等
に
接
続
す
る
配
線
及
び

開
閉
器
に
つ
い
て
は
、
当
該
乾
燥
設
備
に
専
用
の
も
の
を
使
用
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

16
0条

1項
乾
燥
室
に
附
属
す
る
電
熱
器
、
電
燈
等
の
電
氣
設
備
は
、
他
の
用
途
に
使
用

す
る
も
の
と
別
個
の
配
線
及
び
ス
イ
ツ
チ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

乾
燥
室
に
附
属
す

る
電
熱
器
、
電
燈

等
の
電
氣
設
備

明
記
な
し

29
5条

2
1

危
険
物
乾
燥
設
備
の
内
部
に
は
、
電
気
火
花
を
発
す
る
こ
と
に
よ
り
危
険
物

の
点
火
源
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
電
気
機
械
器
具
又
は
配
線
を
設
け
て
は
な

ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

16
0条

2項
爆
発
性
又
は
引
火
性
の
物
の
乾
燥
室
の
内
部
に
は
、
ス
イ
ツ
チ
及
び
安
全
電

燈
以
外
の
電
燈
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

明
記
な
し

29
6条

1
乾
燥
設
備
を
使
用
し
て
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
爆
発
又
は
火
災
を
防
止
す

る
た
め
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

29
7条

令
第
六
条
第
八
号
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
乾
燥
設
備
作
業
主
任
者
技
能
講
習

を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
乾
燥
設
備
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

29
8条

乾
燥
設
備
作
業
主
任
者
に
次
の
事
項
を
行
な
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

明
記
な
し

16
2条

乾
燥
室
を
始
め
て
使
用
す
る
と
き
又
は
乾
燥
方
法
若
し
く
は
乾
燥
物
の
種
類

を
変
え
た
と
き
は
、
技
術
上
の
責
任
者
を
定
め
て
直
接
の
指
揮
に
当
ら
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

乾
燥
室
の
作
業
主

任
者

明
記
な
し

29
9条

1

乾
燥
設
備
及
び
そ
の
附
属
設
備
に
つ
い
て
は
、
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
定

期
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

た
だ
し
、
一
年
を
こ
え
る
期
間
使
用
し
な
い
乾
燥
設
備
及
び
そ
の
附
属
設
備

の
当
該
使
用
し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

－2916－



安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

29
9条

2
前
項
た
だ
し
書
の
乾
燥
設
備
及
び
そ
の
附
属
設
備
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用

を
再
び
開
始
す
る
際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を

行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

29
9条

3
前
二
項
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三

年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

30
0条

1

前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
自
主
検
査
の
結
果
、
当
該
乾
燥
設
備
又
は
そ
の

附
属
設
備
に
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
た

後
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
設
備
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

30
1条

1

ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
（
令
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装

置
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
用
い
て
金
属
の
溶
接
、
溶
断
又
は
加
熱
の
作

業
を
行
う
と
き
は
、
ゲ
ー
ジ
圧
力
百
三
十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
を
超
え
る
圧
力
を

有
す
る
ア
セ
チ
レ
ン
を
発
生
さ
せ
、
又
は
こ
れ
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

明
記
な
し

30
2条

1
1

ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
の
発
生
器
に
つ
い
て
は
、
専
用
の
発
生
器
室
内
に
設

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

38
7条

1項
発
生
器
は
、
專
用
の
発
生
器
室
内
に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

発
生
器

明
記
な
し

30
2条

2
1

発
生
器
室
に
つ
い
て
は
、
直
上
に
階
を
有
し
な
い
場
所
で
、
か
つ
、
火
気
を

使
用
す
る
設
備
か
ら
相
当
離
れ
た
と
こ
ろ
に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

明
記
な
し

38
7条

2項
前
項
の
発
生
器
室
は
、
直
上
に
階
を
有
し
な
い
場
所
で
、
且
つ
火
氣
を
使
用

す
る
設
備
か
ら
相
当
離
し
て
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

前
項
の
発
生
器
室

明
記
な
し

30
2条

3
1

発
生
器
室
を
屋
外
に
設
け
る
と
き
は
、
そ
の
開
口
部
を
他
の
建
築
物
か
ら

一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
に
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

38
7条

3項
第
一
項
の
発
生
器
室
を
屋
外
に
設
け
る
場
合
は
、
そ
の
開
口
部
を
他
の
建
築

物
か
ら
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
に
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

明
記
な
し

30
3条

1
発
生
器
室
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

38
8条

発
生
器
室
の
構
造
は
左
の
事
項
を
具
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

発
生
器
室
の
構
造

明
記
な
し

30
4条

1
1

移
動
式
の
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
に
つ
い
て
は
、
第
三
百
二
条
第
一
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
使
用
し
な
い
と
き
は
、
専
用
の
格
納
室
に
収
容

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
気
鐘
を
分
離
し
、
発
生
器
を
洗
浄
し
た
後
保
管
す
る
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

39
0条

1項

移
動
式
溶
接
裝
置
は
、
第
三
百
八
十
七
條
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

こ
れ
を
使
用
し
な
い
場
合
に
は
、
專
門
の
格
納
室
に
收
容
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
但
し
、
氣
鐘
を
分
離
し
発
生
器
を
洗
じ
よ
う
の
上
、
保
管
す
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

使
用
者

移
動
式
溶
接
裝
置

明
記
な
し

30
4条

2
1

前
項
の
格
納
室
に
つ
い
て
は
、
木
骨
鉄
板
張
、
木
骨
ス
レ
ー
ト
張
等
耐
火
性

の
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

39
0条

2項
前
項
の
格
納
室
は
、
木
骨
鉄
板
張
、
木
骨
ス
レ
ー
ト
張
等
耐
火
性
の
構
造
と

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

前
項
の
格
納
室

明
記
な
し

30
5条

1
1

圧
力
七
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
上
の
ア
セ
チ
レ
ン
を
発
生
し
、
又
は
使
用
す
る
ア

セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
（
発
生
器
及
び
安
全
器
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
次

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

30
5条

2
1

前
項
の
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
以
外
の
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
の
清
浄
器
、

導
管
等
で
ア
セ
チ
レ
ン
が
接
触
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
は
、
銅
を
使
用

し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

39
1条

4号
発
生
器
の
構
造
は
、
左
の
事
項
を
具
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
　
発
生
器
、
安
全
器
、
清
淨
器
、
導
管
等
で
ア
セ
チ
レ
ン
の
接
触
す
る
お

そ
れ
の
あ
る
部
分
に
は
、
銅
を
使
用
し
な
い
こ
と
。

使
用
者

発
生
器
の
構
造

明
記
な
し

30
6条

1
1

ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
に
つ
い
て
は
、
そ
の
吹
管
ご
と
に
安
全
器
を
備
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
主
管
に
安
全
器
を
備
え
、
か
つ
、
吹
管
に
最
も
近
接
し
た
分
岐
管

ご
と
に
安
全
器
を
備
え
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

39
2条

4号
安
全
器
は
、
左
の
事
項
を
具
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
　
吹
管
毎
に
安
全
器
を
備
え
、
且
つ
発
生
器
と
の
間
に
相
当
の
距
離
を
保

つ
こ
と
。

使
用
者

安
全
器

明
記
な
し

30
6条

2
1

ガ
ス
だ
め
が
発
生
器
と
分
離
し
て
い
る
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
に
つ
い
て

は
、
発
生
器
と
ガ
ス
だ
め
の
間
に
安
全
器
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

明
記
な
し

39
2条

5号

安
全
器
は
、
左
の
事
項
を
具
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
　
ガ
ス
だ
め
が
発
生
器
と
分
離
す
る
も
の
で
は
、
更
に
そ
の
間
に
安
全
器

を
備
え
る
こ
と
、
但
し
、
こ
の
場
合
に
は
第
三
号
の
規
定
は
、
こ
れ
を
適
用

し
な
い
。

使
用
者

安
全
器

明
記
な
し

30
7条

1

カ
ー
バ
イ
ド
の
か
す
だ
め
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
安
全
な
場
所
に
設
け
、
そ

の
構
造
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

た
だ
し
、
出
張
作
業
等
で
、
移
動
式
の
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
を
使
用
す
る

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

39
3条

カ
ー
バ
イ
ド
の
か
す
だ
め
は
、
安
全
な
場
所
に
こ
れ
を
設
け
、
そ
の
構
造

は
、
左
の
事
項
を
具
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
出
張
作
業
等
で
、

移
動
式
溶
接
裝
置
を
使
用
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

使
用
者

カ
ー
バ
イ
ド
の
か

す
だ
め

明
記
な
し

30
8条

1
1

ガ
ス
集
合
装
置
に
つ
い
て
は
、
火
気
を
使
用
す
る
設
備
か
ら
五
メ
ー
ト
ル
以

上
離
れ
た
場
所
に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

30
8条

2
1

ガ
ス
集
合
装
置
で
、
移
動
し
て
使
用
す
る
も
の
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
、

ガ
ス
装
置
室
に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

30
8条

3
1

ガ
ス
装
置
室
の
壁
と
ガ
ス
集
合
装
置
と
の
間
隔
に
つ
い
て
は
、
当
該
装
置
の

取
扱
い
、
ガ
ス
の
容
器
の
取
替
え
等
を
す
る
た
め
に
十
分
な
距
離
に
保
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

30
9条

1
ガ
ス
装
置
室
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

31
0条

1
ガ
ス
集
合
溶
接
装
置
の
配
管
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

31
1条

1

溶
解
ア
セ
チ
レ
ン
の
ガ
ス
集
合
溶
接
装
置
の
配
管
及
び
附
属
器
具
に
は
、
銅

又
は
銅
を
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
含
有
す
る
合
金
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い

こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

31
2条

1

ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
を
用
い
て
金
属
の
溶
接
、
溶
断
又
は
加
熱
の
作
業
を

行
な
う
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
発
生
器
（
移
動
式
の
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
の
発
生
器
を
除
く
。
）
の

種
類
、
型
式
、
製
作
所
名
、
毎
時
平
均
ガ
ス
発
生
算
定
量
及
び
一
回
の
カ
ー

バ
イ
ド
送
給
量
を
発
生
器
室
内
の
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
す
る
こ
と
。

二
　
発
生
器
室
に
は
、
係
員
の
ほ
か
み
だ
り
に
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
し
、

か
つ
、
そ
の
旨
を
適
当
に
表
示
す
る
こ
と
。

三
　
発
生
器
か
ら
五
メ
ー
ト
ル
以
内
又
は
発
生
器
室
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
以
内

の
場
所
で
は
、
喫
煙
、
火
気
の
使
用
又
は
火
花
を
発
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行

為
を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
適
当
に
表
示
す
る
こ
と
。

四
　
導
管
に
は
、
酸
素
用
と
ア
セ
チ
レ
ン
用
と
の
混
同
を
防
ぐ
た
め
の
措
置

を
講
ず
る
こ
と
。

五
　
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
の
設
置
場
所
に
は
、
適
当
な
消
火
設
備
を
備
え

る
こ
と
。

六
　
移
動
式
の
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
の
発
生
器
は
、
高
温
の
場
所
、
通
風

又
は
換
気
の
不
十
分
な
場
所
、
振
動
の
多
い
場
所
等
に
す
え
つ
け
な
い
こ

と
。

七
　
当
該
作
業
を
行
な
う
者
に
保
護
眼
鏡
及
び
保
護
手
袋
を
着
用
さ
せ
る
こ

と
。

事
業
者

明
記
な
し

作
業
者

7号

－2917－



安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

31
3条

1

ガ
ス
集
合
溶
接
装
置
を
用
い
て
金
属
の
溶
接
、
溶
断
又
は
加
熱
の
作
業
を
行

な
う
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
使
用
す
る
ガ
ス
の
名
称
及
び
最
大
ガ
ス
貯
蔵
量
を
、
ガ
ス
装
置
室
の
見

や
す
い
箇
所
に
掲
示
す
る
こ
と
。

二
　
ガ
ス
の
容
器
を
取
り
替
え
る
と
き
は
、
ガ
ス
溶
接
作
業
主
任
者
に
立
ち

合
わ
せ
る
こ
と
。

三
　
ガ
ス
装
置
室
に
は
、
係
員
の
ほ
か
み
だ
り
に
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止

し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
す
る
こ
と
。

四
　
ガ
ス
集
合
装
置
か
ら
五
メ
ー
ト
ル
以
内
の
場
所
で
は
、
喫
煙
、
火
気
の

使
用
又
は
火
花
を
発
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ
の
旨

を
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
す
る
こ
と
。

五
　
バ
ル
ブ
、
コ
ツ
ク
等
の
操
作
要
領
及
び
点
検
要
領
を
ガ
ス
装
置
室
の
見

や
す
い
箇
所
に
掲
示
す
る
こ
と
。

六
　
導
管
に
は
、
酸
素
用
と
ガ
ス
用
と
の
混
同
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を

講
ず
る
こ
と
。

七
　
ガ
ス
集
合
装
置
の
設
置
場
所
に
適
当
な
消
火
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

八
　
当
該
作
業
を
行
な
う
者
に
保
護
眼
鏡
及
び
保
護
手
袋
を
着
用
さ
せ
る
こ

と
。

事
業
者

明
記
な
し

係
員
の
ほ
か

作
業
者

8号

31
4条

令
第
六
条
第
二
号
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
ガ
ス
溶
接
作
業
主
任
者
免
許
を
有

す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
ガ
ス
溶
接
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

37
9条

1項
溶
接
裝
置
に
は
、
溶
接
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

明
記
な
し

31
5条

ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
を
用
い
て
金
属
の
溶
接
、
溶
断
又
は
加
熱
の
作
業
を

行
な
う
と
き
は
、
ガ
ス
溶
接
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行
な
わ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

9号
参
照

31
6条

ガ
ス
集
合
溶
接
装
置
を
用
い
て
金
属
の
溶
接
、
溶
断
又
は
加
熱
の
作
業
を
行
な
う
と

き
は
、
ガ
ス
溶
接
作
業
主
任
者
に
次
の
事
項
を
行
な
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

一
　
作
業
の
方
法
を
決
定
し
、
作
業
を
指
揮
す
る
こ
と
。

二
　
ガ
ス
集
合
装
置
の
取
扱
い
に
従
事
す
る
労
働
者
に
次
の
事
項
を
行
な
わ
せ
る
こ

と
。

イ
　
取
り
付
け
る
ガ
ス
の
容
器
の
口
金
及
び
配
管
の
取
付
け
口
に
付
着
し
て
い
る
油

類
、
じ
ん
あ
い
等
を
除
去
す
る
こ
と
。

ロ
　
ガ
ス
の
容
器
の
取
替
え
を
行
な
つ
た
と
き
は
、
当
該
容
器
の
口
金
及
び
配
管
の

取
付
け
口
の
部
分
の
ガ
ス
漏
れ
を
点
検
し
、
か
つ
、
配
管
内
の
当
該
ガ
ス
と
空
気
と

の
混
合
ガ
ス
を
排
除
す
る
こ
と
。

ハ
　
ガ
ス
漏
れ
を
点
検
す
る
と
き
は
、
石
け
ん
水
を
使
用
す
る
等
安
全
な
方
法
に
よ

る
こ
と
。

ニ
　
バ
ル
ブ
又
は
コ
ツ
ク
の
開
閉
を
静
か
に
行
な
う
こ
と
。

三
　
ガ
ス
の
容
器
の
取
替
え
の
作
業
に
立
ち
合
う
こ
と
。

四
　
当
該
作
業
を
開
始
す
る
と
き
は
、
ホ
ー
ス
、
吹
管
、
ホ
ー
ス
バ
ン
ド
等
の
器
具

を
点
検
し
、
損
傷
、
摩
耗
等
に
よ
り
ガ
ス
又
は
酸
素
が
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
た
と
き
は
、
補
修
し
、
又
は
取
り
替
え
る
こ
と
。

五
　
安
全
器
は
、
作
業
中
、
そ
の
機
能
を
容
易
に
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
箇
所
に

置
き
、
か
つ
、
一
日
一
回
以
上
こ
れ
を
点
検
す
る
こ
と
。

六
　
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
の
保
護
眼
鏡
及
び
保
護
手
袋
の
使
用
状
況
を
監

視
す
る
こ
と
。

七
　
ガ
ス
溶
接
作
業
主
任
者
免
許
証
を
携
帯
す
る
こ
と

事
業
者

労
働
者

6号
参
照

31
7条

1

ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
又
は
ガ
ス
集
合
溶
接
装
置
（
こ
れ
ら
の
配
管
の
う

ち
、
地
下
に
埋
設
さ
れ
た
部
分
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
一
年
以
内
ご
と

に
一
回
、
定
期
に
、
当
該
装
置
の
損
傷
、
変
形
、
腐
食
等
の
有
無
及
び
そ
の

機
能
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
一
年
を
こ
え
る
期
間
使
用
し
な
い
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
又
は
ガ

ス
集
合
溶
接
装
置
の
当
該
使
用
し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

事
業
者

明
記
な
し

31
7条

2
前
項
た
だ
し
書
の
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
又
は
ガ
ス
集
合
溶
接
装
置
に
つ
い

て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始
す
る
際
に
、
同
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い

て
自
主
検
査
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

31
7条

3
1

前
二
項
の
自
主
検
査
の
結
果
、
当
該
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
又
は
ガ
ス
集
合

溶
接
装
置
に
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
た

後
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

31
7条

4
第
一
項
又
は
第
二
項
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録

し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

31
8条

1
1

発
破
の
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
次
の
事
項
を
行
な
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

一
　
凍
結
し
た
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
は
、
火
気
に
接
近
さ
せ
、
蒸
気
管
そ
の
他
の
高
熱
物

に
直
接
接
触
さ
せ
る
等
危
険
な
方
法
で
融
解
し
な
い
こ
と
。

二
　
火
薬
又
は
爆
薬
を
装
て
ん
す
る
と
き
は
、
そ
の
付
近
で
裸
火
の
使
用
又
は
喫
煙

を
し
な
い
こ
と
。

三
　
装
て
ん
具
は
、
摩
擦
、
衝
撃
、
静
電
気
等
に
よ
る
爆
発
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
な

い
安
全
な
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
。

四
　
込
物
は
、
粘
土
、
砂
そ
の
他
の
発
火
又
は
引
火
の
危
険
の
な
い
も
の
を
使
用
す

る
こ
と
。

五
　
点
火
後
、
装
て
ん
さ
れ
た
火
薬
類
が
爆
発
し
な
い
と
き
、
又
は
装
て
ん
さ
れ
た

火
薬
類
が
爆
発
し
た
こ
と
の
確
認
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
こ
と
。

イ
　
電
気
雷
管
に
よ
つ
た
と
き
は
、
発
破
母
線
を
点
火
器
か
ら
取
り
外
し
、
そ
の
端

を
短
絡
さ
せ
て
お
き
、
か
つ
、
再
点
火
で
き
な
い
よ
う
に
措
置
を
講
じ
、
そ
の
後
五

分
以
上
経
過
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
火
薬
類
の
装
て
ん
箇
所
に
接
近
し
な
い
こ
と
。

ロ
　
電
気
雷
管
以
外
の
も
の
に
よ
つ
た
と
き
は
、
点
火
後
十
五
分
以
上
経
過
し
た
後

で
な
け
れ
ば
、
火
薬
類
の
装
て
ん
箇
所
に
接
近
し
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

15
2条

爆
発
藥
を
使
用
す
る
者
は
、
左
の
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

爆
発
藥
を
使
用
す

る
者
（
危
険
物
取

扱
者
）

明
記
な
し

31
8条

2
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

明
記
な
し

31
9条

1
1

導
火
線
発
破
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
発
破
の
業
務
に
つ
く
こ
と
が
で
き

る
者
の
う
ち
か
ら
作
業
の
指
揮
者
を
定
め
、
そ
の
者
に
次
の
事
項
を
行
な
わ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

1号
、
2号

及
び
6号

参
照

31
9条

2
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

指
揮
者

労
働
者

31
9条

3
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
揮
者
が
行
な
う
指
示
及
び
合
図
に
従
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

－2918－



安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

32
0条

1
1

電
気
発
破
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
発
破
の
業
務
に
つ
く
こ
と
が
で
き
る

者
の
う
ち
か
ら
作
業
の
指
揮
者
を
定
め
、
そ
の
者
に
前
条
第
一
項
第
五
号
及

び
第
七
号
並
び
に
次
の
事
項
を
行
な
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
対
し
、
退
避
の
場
所
及
び
経
路
を
指

示
す
る
こ
と
。

二
　
点
火
前
に
危
険
区
域
内
か
ら
労
働
者
が
退
避
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ

と
。

三
　
点
火
者
を
定
め
る
こ
と
。

四
　
点
火
場
所
に
つ
い
て
指
示
す
る
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

労
働
者

1号
及
び
2号

参
照

32
0条

2
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

指
揮
者

労
働
者

32
0条

3
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
揮
者
が
行
な
う
指
示
及
び
合
図
に
従
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

32
1条

1

発
破
の
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
労
働
者
が
安
全
な
距
離
に
避
難
し

得
な
い
と
き
は
、
前
面
と
上
部
を
堅
固
に
防
護
し
た
避
難
所
を
設
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

15
4条

発
破
の
際
に
、
労
働
者
が
安
全
な
距
離
に
避
難
し
得
な
い
場
合
に
は
、
前
面

と
上
部
を
堅
固
に
防
護
し
た
避
難
所
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

32
1条

の
2

1

コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器
を
用
い
て
破
砕
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器
を
装
て
ん
す
る
と
き
は
、
そ
の
付
近
で
の
裸
火

の
使
用
又
は
喫
煙
を
禁
止
す
る
こ
と
。

二
　
装
て
ん
具
は
、
摩
擦
、
衝
撃
、
静
電
気
等
に
よ
り
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕

器
が
発
火
す
る
お
そ
れ
の
な
い
安
全
な
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
。

三
　
込
物
は
、
セ
メ
ン
ト
モ
ル
タ
ル
、
砂
そ
の
他
の
発
火
又
は
引
火
の
危
険

の
な
い
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
。

四
　
破
砕
さ
れ
た
物
等
の
飛
散
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

五
　
点
火
後
、
装
て
ん
さ
れ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器
が
発
火
し
な
い
と

き
、
又
は
装
て
ん
さ
れ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器
が
発
火
し
た
こ
と
の
確
認

が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器
の
母
線
を
点
火
器
か
ら
取

り
外
し
、
そ
の
端
を
短
絡
さ
せ
て
お
き
、
か
つ
、
再
点
火
で
き
な
い
よ
う
に

措
置
を
講
じ
、
そ
の
後
五
分
以
上
経
過
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
作
業
に

従
事
す
る
労
働
者
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器
の
装
て
ん
箇
所
に
接
近
さ
せ
な

い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

5号
参
照

32
1条

の
3

令
第
六
条
第
八
号
の
二
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器
作
業

主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器
作

業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

32
1条

の
4

コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
砕
器
作
業
主
任
者
に
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

2号
及
び
3号

参
照

32
2条

1

可
燃
性
ガ
ス
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
地
下
作
業
場
に
お
い
て
作
業
を
行

う
と
き
（
第
三
百
八
十
二
条
に
規
定
す
る
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う

と
き
を
除
く
。
）
、
又
は
ガ
ス
導
管
か
ら
ガ
ス
が
発
散
す
る
お
そ
れ
の
あ
る

場
所
に
お
い
て
明
り
掘
削
の
作
業
（
地
山
の
掘
削
又
は
こ
れ
に
伴
う
土
石
の

運
搬
等
の
作
業
（
地
山
の
掘
削
の
作
業
が
行
わ
れ
る
箇
所
及
び
こ
れ
に
近
接

す
る
箇
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
行
う
と
き
は
、
爆
発
又
は
火
災
を
防
止
す
る
た
め
、
次
に
定
め
る
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

2号
15
3条

可
燃
性
ガ
ス
が
存
在
す
る
地
下
作
業
場
で
、
労
働
者
を
作
業
さ
せ
る
場
合
に

は
、
左
の
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

32
5条

1
1

ア
ー
ク
溶
接
の
ア
ー
ク
そ
の
他
強
烈
な
光
線
を
発
散
し
て
危
険
の
お
そ
れ
の

あ
る
場
所
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
区
画
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
作
業
上
や
む
を
得
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

13
2条

1項
電
弧
溶
接
そ
の
他
強
烈
な
光
線
を
発
散
し
て
危
險
の
お
そ
れ
の
あ
る
場
所

は
、
こ
れ
を
区
画
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
作
業
上
や
む
を
得
な
い

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

使
用
者

電
弧
溶
接
そ
の
他

強
烈
な
光
線
を
発

散
し
て
危
險
の
お

そ
れ
の
あ
る
場
所

明
記
な
し

32
5条

2
1

前
項
の
場
所
に
つ
い
て
は
、
適
当
な
保
護
具
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

明
記
な
し

13
2条

2項
前
項
の
場
所
に
は
、
適
当
な
保
護
具
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

明
記
な
し

保
護
具
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
あ
る
た
め
、
保
護

対
象
は
労
働
者
か
。

32
6条

1

腐
食
性
液
体
を
ホ
ー
ス
を
と
お
し
て
、
動
力
を
用
い
て
圧
送
す
る
作
業
を
行

う
と
き
は
、
当
該
圧
送
に
用
い
る
設
備
に
つ
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

圧
送
に
用
い
る
設

備
の
運
転
を
行
う

者
（
運
転
者
）

1号

32
7条

1
1

腐
食
性
液
体
を
圧
送
す
る
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
、
腐
食
性
液
体
の
飛

散
、
漏
え
い
又
は
溢
流
に
よ
る
身
体
の
腐
食
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
必
要

な
保
護
具
を
着
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

腐
食
性
液
体
を
圧

送
す
る
作
業
に
従

事
す
る
労
働
者

32
7条

2
前
項
の
保
護
具
の
着
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
着
用
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

32
8条

1

圧
縮
し
た
ガ
ス
の
圧
力
を
動
力
と
し
て
用
い
て
腐
食
性
液
体
を
圧
送
す
る
作

業
を
行
な
う
と
き
は
、
空
気
以
外
の
ガ
ス
を
当
該
圧
縮
し
た
ガ
ス
と
し
て
使

用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
当
該
作
業
を
終
了
し
た
場
合
に
お
い
て
、
直
ち
に
当
該
ガ
ス
を
排

除
す
る
と
き
、
又
は
当
該
ガ
ス
が
存
在
す
る
こ
と
を
表
示
す
る
等
労
働
者
が

圧
送
に
用
い
た
設
備
の
内
部
に
立
ち
入
る
こ
と
に
よ
る
窒
息
の
危
険
が
生
ず

る
お
そ
れ
の
な
い
措
置
を
講
ず
る
と
き
は
、
窒
素
又
は
炭
酸
ガ
ス
を
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

事
業
者

労
働
者

た
だ
し
書
を
参
照

32
8条

の
2

1
1

自
動
車
（
二
輪
自
動
車
を
除
く
。
）
用
タ
イ
ヤ
の
組
立
て
を
行
う
場
合
に
お

い
て
、
空
気
圧
縮
機
を
用
い
て
タ
イ
ヤ
に
空
気
を
充
て
ん
す
る
作
業
を
行
う

と
き
は
、
タ
イ
ヤ
の
破
裂
等
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に

従
事
す
る
労
働
者
に
、
タ
イ
ヤ
の
種
類
に
応
じ
て
空
気
の
圧
力
を
適
正
に
調

節
さ
せ
、
及
び
安
全
囲
い
等
破
裂
し
た
タ
イ
ヤ
等
の
飛
来
を
防
止
す
る
た
め

の
器
具
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者

32
8条

の
2

2
タ
イ
ヤ
の
種
類
に
応
じ
て
空
気
の
圧
力
を
適
正
に
調
節
し
、
及
び
同
項
の
器

具
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

32
8条

の
3

1

船
舶
の
改
造
、
修
理
、
清
掃
等
を
行
う
場
合
に
、
船
倉
等
当
該
船
舶
の
内
部

又
は
こ
れ
に
接
す
る
場
所
に
お
い
て
、
火
花
若
し
く
は
ア
ー
ク
を
発
し
、
若

し
く
は
高
温
と
な
つ
て
点
火
源
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
機
械
等
又
は
火
気
を

使
用
す
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
を
開
始
す
る
と
き
及
び
当
該
作

業
中
随
時
、
作
業
箇
所
及
び
そ
の
周
辺
に
お
け
る
引
火
性
の
物
の
蒸
気
又
は

可
燃
性
ガ
ス
の
濃
度
を
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

－2919－



安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

32
8条

の
4

1

液
化
酸
素
を
製
造
す
る
設
備
の
改
造
、
修
理
、
清
掃
等
を
行
う
場
合
に
お
い

て
、
当
該
設
備
の
内
部
で
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
一
　
当
該
作
業
の
方
法
及
び
順
序
を
決
定

し
、
あ
ら
か
じ
め
、
こ
れ
を
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

二
　
当
該
作
業
の
指
揮
者
を
定
め
、
そ
の
者
に
当
該
作
業
を
指
揮
さ
せ
る
こ

と
。

三
　
作
業
箇
所
に
酸
素
が
漏
え
い
し
な
い
よ
う
に
、
バ
ル
ブ
若
し
く
は
コ
ッ

ク
を
二
重
に
閉
止
し
、
又
は
バ
ル
ブ
若
し
く
は
コ
ッ
ク
を
閉
止
す
る
と
と
も

に
閉
止
板
等
を
施
す
こ
と
。

四
　
前
号
の
バ
ル
ブ
、
コ
ッ
ク
又
は
閉
止
板
等
に
施
錠
し
、
こ
れ
ら
を
開
放

し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
表
示
し
、
又
は
監
視
人
を
置
く
こ
と
。

事
業
者

関
係
労
働
者

32
8条

の
5

1
ヒ
ド
ロ
キ
シ
ル
ア
ミ
ン
等
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
と
き
は
、
爆
発
を
防

止
す
る
た
め
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

32
9条

1

電
気
機
械
器
具
の
充
電
部
分
（
電
熱
器
の
発
熱
体
の
部
分
、
抵
抗
溶
接
機
の

電
極
の
部
分
等
電
気
機
械
器
具
の
使
用
の
目
的
に
よ
り
露
出
す
る
こ
と
が
や

む
を
得
な
い
充
電
部
分
を
除
く
。
）
で
、
労
働
者
が
作
業
中
又
は
通
行
の
際

に
、
接
触
（
導
電
体
を
介
す
る
接
触
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同

じ
。
）
し
、
又
は
接
近
す
る
こ
と
に
よ
り
感
電
の
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の

あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
感
電
を
防
止
す
る
た
め
の
囲
い
又
は
絶
縁
覆
い
を

設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
配
電
盤
室
、
変
電
室
等
区
画
さ
れ
た
場
所
で
、
事
業
者
が
電
気
取

扱
者
以
外
の
者
の
立
入
り
を
禁
止
し
た
と
こ
ろ
に
設
置
し
、
又
は
電
柱
上
、

塔
上
等
隔
離
さ
れ
た
場
所
で
、
電
気
取
扱
者
以
外
の
者
が
接
近
す
る
お
そ
れ

の
な
い
と
こ
ろ
に
設
置
す
る
電
気
機
械
器
具
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

事
業
者

労
働
者

12
4条

2項
作
業
中
又
は
通
行
の
際
に
、
接
触
に
よ
る
危
險
が
あ
る
個
所
に
は
、
囲
を
設

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

明
記
な
し

33
0条

1
1

移
動
電
線
に
接
続
す
る
手
持
型
の
電
灯
、
仮
設
の
配
線
又
は
移
動
電
線
に
接

続
す
る
架
空
つ
り
下
げ
電
灯
等
に
は
、
口
金
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
る
感
電

の
危
険
及
び
電
球
の
破
損
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
ガ
ー
ド
を
取
り

付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

「
感
電
、
火
花
に
よ
る
火
傷
や
火
災
、
ガ
ラ
ス
の
破
片
に
よ
る
負
傷
等
の
危
険
」
（
詳
解
65
2ｐ

）

33
0条

2
1

前
項
の
ガ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

33
1条

1

ア
ー
ク
溶
接
等
（
自
動
溶
接
を
除
く
。
）
の
作
業
に
使
用
す
る
溶
接
棒
等
の

ホ
ル
ダ
ー
に
つ
い
て
は
、
感
電
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
絶
縁
効
力

及
び
耐
熱
性
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

「
労
働
者
が
感
電
す
る
お
そ
れ
」
（
詳
解
65
4ｐ

）

33
2条

1

船
舶
の
二
重
底
若
し
く
は
ピ
ー
ク
タ
ン
ク
の
内
部
、
ボ
イ
ラ
ー
の
胴
若
し
く

は
ド
ー
ム
の
内
部
等
導
電
体
に
囲
ま
れ
た
場
所
で
著
し
く
狭
あ
い
な
と
こ
ろ

又
は
墜
落
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
高
さ
が
二
メ
ー

ト
ル
以
上
の
場
所
で
鉄
骨
等
導
電
性
の
高
い
接
地
物
に
労
働
者
が
接
触
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
、
交
流
ア
ー
ク
溶
接
等
（
自
動
溶
接
を
除

く
。
）
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
交
流
ア
ー
ク
溶
接
機
用
自
動
電
撃
防
止
装

置
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

33
3条

1
1

電
動
機
械
器
具
で
、
対
地
電
圧
が
百
五
十
ボ
ル
ト
を
こ
え
る
移
動
式
若
し
く

は
可
搬
式
の
も
の
又
は
水
等
導
電
性
の
高
い
液
体
に
よ
つ
て
湿
潤
し
て
い
る

場
所
そ
の
他
鉄
板
上
、
鉄
骨
上
、
定
盤
上
等
導
電
性
の
高
い
場
所
に
お
い
て

使
用
す
る
移
動
式
若
し
く
は
可
搬
式
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
漏
電
に
よ
る
感

電
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
電
動
機
械
器
具
が
接
続
さ
れ
る
電
路

に
、
当
該
電
路
の
定
格
に
適
合
し
、
感
度
が
良
好
で
あ
り
、
か
つ
、
確
実
に

作
動
す
る
感
電
防
止
用
漏
電
し
や
断
装
置
を
接
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

明
記
な
し

33
3条

2
1

前
項
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、
電
動
機
械
器
具

の
金
属
製
外
わ
く
、
電
動
機
の
金
属
製
外
被
等
の
金
属
部
分
を
、
次
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
接
地
し
て
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

33
4条

1
前
条
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
電
動
機
械
器
具
に
つ

い
て
は
、
適
用
し
な
い
こ
と
。

事
業
者

前
条
の
規
定

明
記
な
し

33
5条

1

電
気
機
械
器
具
の
操
作
の
際
に
、
感
電
の
危
険
又
は
誤
操
作
に
よ
る
危
険
を

防
止
す
る
た
め
、
当
該
電
気
機
械
器
具
の
操
作
部
分
に
つ
い
て
必
要
な
照
度

を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

12
4条

1項
電
氣
工
作
物
、
電
氣
機
械
器
具
、
電
力
裝
置
そ
の
他
電
氣
附
属
設
備
の
危
險

な
部
分
に
は
、
そ
の
旨
を
標
示
し
、
且
つ
照
明
を
充
分
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

明
記
な
し

33
6条

1

労
働
者
が
作
業
中
又
は
通
行
の
際
に
接
触
し
、
又
は
接
触
す
る
お
そ
れ
の
あ

る
配
線
で
、
絶
縁
被
覆
を
有
す
る
も
の
（
第
三
十
六
条
第
四
号
の
業
務
に
お

い
て
電
気
取
扱
者
の
み
が
接
触
し
、
又
は
接
触
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
を

除
く
。
）
又
は
移
動
電
線
に
つ
い
て
は
、
絶
縁
被
覆
が
損
傷
し
、
又
は
老
化

し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
感
電
の
危
険
が
生
ず
る
こ
と
を
防
止
す
る
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

12
6条

電
氣
機
械
器
具
に
附
属
す
る
コ
ー
ド
そ
の
他
で
、
労
働
者
に
接
触
の
危
險
が

あ
る
場
合
に
は
、
水
に
対
し
て
安
全
な
も
の
を
使
用
し
、
又
は
濕
氣
を
帶
び

な
い
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

33
7条

1

水
そ
の
他
導
電
性
の
高
い
液
体
に
よ
つ
て
湿
潤
し
て
い
る
場
所
に
お
い
て
使

用
す
る
移
動
電
線
又
は
こ
れ
に
附
属
す
る
接
続
器
具
で
、
労
働
者
が
作
業
中

又
は
通
行
の
際
に
接
触
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
移
動

電
線
又
は
接
続
器
具
の
被
覆
又
は
外
装
が
当
該
導
電
性
の
高
い
液
体
に
対
し

て
絶
縁
効
力
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

12
6条

電
氣
機
械
器
具
に
附
属
す
る
コ
ー
ド
そ
の
他
で
、
労
働
者
に
接
触
の
危
險
が

あ
る
場
合
に
は
、
水
に
対
し
て
安
全
な
も
の
を
使
用
し
、
又
は
濕
氣
を
帶
び

な
い
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

33
8条

1

仮
設
の
配
線
又
は
移
動
電
線
を
通
路
面
に
お
い
て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ

と
。

た
だ
し
、
当
該
配
線
又
は
移
動
電
線
の
上
を
車
両
そ
の
他
の
物
が
通
過
す
る

こ
と
等
に
よ
る
絶
縁
被
覆
の
損
傷
の
お
そ
れ
の
な
い
状
態
で
使
用
す
る
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

33
9条

1
1

電
路
を
開
路
し
て
、
当
該
電
路
又
は
そ
の
支
持
物
の
敷
設
、
点
検
、
修
理
、

塗
装
等
の
電
気
工
事
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
当
該
電
路
を
開
路
し
た
後

に
、
当
該
電
路
に
つ
い
て
、
次
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。

当
該
電
路
に
近
接
す
る
電
路
若
し
く
は
そ
の
支
持
物
の
敷
設
、
点
検
、
修

理
、
塗
装
等
の
電
気
工
事
の
作
業
又
は
当
該
電
路
に
近
接
す
る
工
作
物
（
電

路
の
支
持
物
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
建
設
、
解
体
、

点
検
、
修
理
、
塗
装
等
の
作
業
を
行
な
う
場
合
も
同
様
と
す
る
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

12
5条

感
電
の
危
險
が
あ
る
個
所
の
電
氣
を
し
や
断
し
て
、
修
繕
、
点
檢
等
の
作
業

を
す
る
場
合
に
は
、
作
業
中
ス
イ
ツ
チ
に
錠
を
か
け
又
は
必
要
な
個
所
に
通

電
禁
止
期
間
等
の
所
要
事
項
を
明
示
す
る
等
、
他
人
が
こ
れ
に
通
電
す
る
危

險
を
防
止
す
る
た
め
、
確
実
な
措
置
を
講
じ
、
且
つ
そ
の
旨
を
関
係
労
働
者

に
予
め
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

明
記
な
し

－2920－



安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

33
9条

2
1

前
項
の
作
業
中
又
は
作
業
を
終
了
し
た
場
合
に
お
い
て
、
開
路
し
た
電
路
に

通
電
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働

者
に
つ
い
て
感
電
の
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
及
び
短
絡
接
地
器

具
を
取
り
は
ず
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
行
な
つ
て
は
な
ら

な
い
こ
と
。

事
業
者

当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者

34
0条

1

高
圧
又
は
特
別
高
圧
の
電
路
の
断
路
器
、
線
路
開
閉
器
等
の
開
閉
器
で
、
負

荷
電
流
を
し
や
断
す
る
た
め
の
も
の
で
な
い
も
の
を
開
路
す
る
と
き
は
、
当

該
開
閉
器
の
誤
操
作
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
電
路
が
無
負
荷
で
あ
る
こ
と

を
示
す
た
め
の
パ
イ
ロ
ツ
ト
ラ
ン
プ
、
当
該
電
路
の
系
統
を
判
別
す
る
た
め

の
タ
ブ
レ
ツ
ト
等
に
よ
り
、
当
該
操
作
を
行
な
う
労
働
者
に
当
該
電
路
が
無

負
荷
で
あ
る
こ
と
を
確
認
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
当
該
開
閉
器
に
、
当
該
電
路
が
無
負
荷
で
な
け
れ
ば
開
路
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
緊
錠
装
置
を
設
け
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

34
1条

1
1

高
圧
の
充
電
電
路
の
点
検
、
修
理
等
当
該
充
電
電
路
を
取
り
扱
う
作
業
を
行

な
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
つ
い
て
感
電
の
危

険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者

12
7条

1項
感
電
又
は
電
氣
火
傷
を
生
ず
る
危
險
が
あ
る
作
業
に
は
、
適
当
な
保
護
具
を

備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

同
条
2項

よ
り

34
1条

2

前
項
の
作
業
に
お
い
て
、
絶
縁
用
保
護
具
の
着
用
、
絶
縁
用
防
具
の
装
着
又

は
活
線
作
業
用
器
具
若
し
く
は
活
線
作
業
用
装
置
の
使
用
を
事
業
者
か
ら
命

じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
着
用
し
、
装
着
し
、
又
は
使
用
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

12
7条

2項
前
項
の
作
業
中
又
は
感
電
の
危
險
が
あ
る
コ
ー
ド
に
接
触
す
る
場
合
に
は
、

前
項
の
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

34
2条

1
1

電
路
又
は
そ
の
支
持
物
の
敷
設
、
点
検
、
修
理
、
塗
装
等
の
電
気
工
事
の
作

業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
高
圧
の
充

電
電
路
に
接
触
し
、
又
は
当
該
充
電
電
路
に
対
し
て
頭
上
距
離
が
三
十
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
以
内
又
は
躯
側
距
離
若
し
く
は
足
下
距
離
が
六
十
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
以
内
に
接
近
す
る
こ
と
に
よ
り
感
電
の
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る

と
き
は
、
当
該
充
電
電
路
に
絶
縁
用
防
具
を
装
着
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

た
だ
し
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
絶
縁
用
保
護
具
を
着
用
さ
せ
て

作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
絶
縁
用
保
護
具
を
着
用
す
る
身
体
の

部
分
以
外
の
部
分
が
当
該
充
電
電
路
に
接
触
し
、
又
は
接
近
す
る
こ
と
に
よ

り
感
電
の
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者

12
7条

1項
感
電
又
は
電
氣
火
傷
を
生
ず
る
危
險
が
あ
る
作
業
に
は
、
適
当
な
保
護
具
を

備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

34
2条

2
前
項
の
作
業
に
お
い
て
、
絶
縁
用
防
具
の
装
着
又
は
絶
縁
用
保
護
具
の
着
用

を
事
業
者
か
ら
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
装
着
し
、
又
は
着
用
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

12
7条

2項
前
項
の
作
業
中
又
は
感
電
の
危
險
が
あ
る
コ
ー
ド
に
接
触
す
る
場
合
に
は
、

前
項
の
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

34
3条

1
1

前
二
条
の
場
合
に
お
い
て
、
絶
縁
用
防
具
の
装
着
又
は
取
り
は
ず
し
の
作
業

を
労
働
者
に
行
な
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
、
絶

縁
用
保
護
具
を
着
用
さ
せ
、
又
は
活
線
作
業
用
器
具
若
し
く
は
活
線
作
業
用

装
置
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者

12
7条

1項
感
電
又
は
電
氣
火
傷
を
生
ず
る
危
險
が
あ
る
作
業
に
は
、
適
当
な
保
護
具
を

備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

34
3条

2
前
項
の
作
業
に
お
い
て
、
絶
縁
用
保
護
具
の
着
用
又
は
活
線
作
業
用
器
具
若

し
く
は
活
線
作
業
用
装
置
の
使
用
を
事
業
者
か
ら
命
じ
ら
れ
た
と
き
に
は
、

こ
れ
を
着
用
し
、
又
は
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

12
7条

2項
前
項
の
作
業
中
又
は
感
電
の
危
險
が
あ
る
コ
ー
ド
に
接
触
す
る
場
合
に
は
、

前
項
の
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

34
4条

1
1

特
別
高
圧
の
充
電
電
路
又
は
そ
の
支
持
が
い
し
の
点
検
、
修
理
、
清
掃
等
の

電
気
工
事
の
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働

者
に
つ
い
て
感
電
の
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者

12
7条

1項
感
電
又
は
電
氣
火
傷
を
生
ず
る
危
險
が
あ
る
作
業
に
は
、
適
当
な
保
護
具
を

備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

34
4条

2
前
項
の
作
業
に
お
い
て
、
活
線
作
業
用
器
具
又
は
活
線
作
業
用
装
置
の
使
用

を
事
業
者
か
ら
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。

労
働
者

労
働
者

12
7条

2項
前
項
の
作
業
中
又
は
感
電
の
危
險
が
あ
る
コ
ー
ド
に
接
触
す
る
場
合
に
は
、

前
項
の
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

34
5条

1
1

電
路
又
は
そ
の
支
持
物
（
特
別
高
圧
の
充
電
電
路
の
支
持
が
い
し
を
除

く
。
）
の
点
検
、
修
理
、
塗
装
、
清
掃
等
の
電
気
工
事
の
作
業
を
行
な
う
場

合
に
お
い
て
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
特
別
高
圧
の
充
電
電
路
に

接
近
す
る
こ
と
に
よ
り
感
電
の
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者

12
7条

1項
感
電
又
は
電
氣
火
傷
を
生
ず
る
危
險
が
あ
る
作
業
に
は
、
適
当
な
保
護
具
を

備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

34
5条

2
前
項
の
作
業
に
お
い
て
、
活
線
作
業
用
装
置
の
使
用
を
事
業
者
か
ら
命
じ
ら

れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

12
7条

2項
前
項
の
作
業
中
又
は
感
電
の
危
險
が
あ
る
コ
ー
ド
に
接
触
す
る
場
合
に
は
、

前
項
の
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

34
6条

1
1

低
圧
の
充
電
電
路
の
点
検
、
修
理
等
当
該
充
電
電
路
を
取
り
扱
う
作
業
を
行

な
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
つ
い
て
感
電
の
危

険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
労
働
者
に
絶
縁
用
保
護
具
を
着

用
さ
せ
、
又
は
活
線
作
業
用
器
具
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者

12
7条

1項
感
電
又
は
電
氣
火
傷
を
生
ず
る
危
險
が
あ
る
作
業
に
は
、
適
当
な
保
護
具
を

備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

34
6条

2
前
項
の
作
業
に
お
い
て
、
絶
縁
用
保
護
具
の
着
用
又
は
活
線
作
業
用
器
具
の

使
用
を
事
業
者
か
ら
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
着
用
し
、
又
は
使
用
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

12
7条

2項
前
項
の
作
業
中
又
は
感
電
の
危
險
が
あ
る
コ
ー
ド
に
接
触
す
る
場
合
に
は
、

前
項
の
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

34
7条

1
1

低
圧
の
充
電
電
路
に
近
接
す
る
場
所
で
電
路
又
は
そ
の
支
持
物
の
敷
設
、
点

検
、
修
理
、
塗
装
等
の
電
気
工
事
の
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該

作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
当
該
充
電
電
路
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
感
電

の
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
充
電
電
路
に
絶
縁
用
防
具

を
装
着
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
絶
縁
用
保
護
具
を
着
用
さ
せ
て

作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
絶
縁
用
保
護
具
を
着
用
す
る
身
体
の

部
分
以
外
の
部
分
が
当
該
充
電
電
路
に
接
触
す
る
お
そ
れ
の
な
い
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者

34
7条

2
1

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
絶
縁
用
防
具
の
装
着
又
は
取
り
は
ず
し
の
作
業
を

労
働
者
に
行
な
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
、
絶
縁

用
保
護
具
を
着
用
さ
せ
、
又
は
活
線
作
業
用
器
具
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

12
7条

1項
感
電
又
は
電
氣
火
傷
を
生
ず
る
危
險
が
あ
る
作
業
に
は
、
適
当
な
保
護
具
を

備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

34
7条

3
前
二
項
の
作
業
に
お
い
て
、
絶
縁
用
防
具
の
装
着
、
絶
縁
用
保
護
具
の
着
用

又
は
活
線
作
業
用
器
具
の
使
用
を
事
業
者
か
ら
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ

を
装
着
し
、
着
用
し
、
又
は
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

12
7条

2項
前
項
の
作
業
中
又
は
感
電
の
危
險
が
あ
る
コ
ー
ド
に
接
触
す
る
場
合
に
は
、

前
項
の
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

34
8条

1
1

次
の
各
号
に
掲
げ
る
絶
縁
用
保
護
具
等
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
使
用
の

目
的
に
適
応
す
る
種
別
、
材
質
及
び
寸
法
の
も
の
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

12
7条

1項
感
電
又
は
電
氣
火
傷
を
生
ず
る
危
險
が
あ
る
作
業
に
は
、
適
当
な
保
護
具
を

備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者
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安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

34
8条

2
1

前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
絶
縁
用
保
護
具
、
活
線
作
業
用
器
具
及
び
絶
縁
用
防

具
で
、
直
流
で
七
百
五
十
ボ
ル
ト
以
下
又
は
交
流
で
三
百
ボ
ル
ト
以
下
の
充

電
電
路
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
充
電
電
路
の
電
圧

に
応
じ
た
絶
縁
効
力
を
有
す
る
も
の
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

12
7条

1項
感
電
又
は
電
氣
火
傷
を
生
ず
る
危
險
が
あ
る
作
業
に
は
、
適
当
な
保
護
具
を

備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

34
9条

1

架
空
電
線
又
は
電
気
機
械
器
具
の
充
電
電
路
に
近
接
す
る
場
所
で
、
工
作
物

の
建
設
、
解
体
、
点
検
、
修
理
、
塗
装
等
の
作
業
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
附
帯

す
る
作
業
又
は
く
い
打
機
、
く
い
抜
機
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
等
を
使
用
す
る

作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
作
業
中

又
は
通
行
の
際
に
、
当
該
充
電
電
路
に
身
体
等
が
接
触
し
、
又
は
接
近
す
る

こ
と
に
よ
り
感
電
の
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

35
0条

1

第
三
百
三
十
九
条
、
第
三
百
四
十
一
条
第
一
項
、
第
三
百
四
十
二
条
第
一

項
、
第
三
百
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
三
百
四
十
五
条
第
一
項
の
作
業
を
行

な
う
と
き
は
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
対
し
、
作
業
を
行
な
う
期

間
、
作
業
の
内
容
並
び
に
取
り
扱
う
電
路
及
び
こ
れ
に
近
接
す
る
電
路
の
系

統
に
つ
い
て
周
知
さ
せ
、
か
つ
、
作
業
の
指
揮
者
を
定
め
て
、
そ
の
者
に
次

の
事
項
を
行
な
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
労
働
者
に
あ
ら
か
じ
め
作
業
の
方
法
及
び
順
序
を
周
知
さ
せ
、
か
つ
、

作
業
を
直
接
指
揮
す
る
こ
と
。

二
　
第
三
百
四
十
五
条
第
一
項
の
作
業
を
同
項
第
二
号
の
措
置
を
講
じ
て
行

な
う
と
き
は
、
標
識
等
の
設
置
又
は
監
視
人
の
配
置
の
状
態
を
確
認
し
た
後

に
作
業
の
着
手
を
指
示
す
る
こ
と
。

三
　
電
路
を
開
路
し
て
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
当
該
電
路
の
停
電
の
状
態

及
び
開
路
に
用
い
た
開
閉
器
の
施
錠
、
通
電
禁
止
に
関
す
る
所
要
事
項
の
表

示
又
は
監
視
人
の
配
置
の
状
態
並
び
に
電
路
を
開
路
し
た
後
に
お
け
る
短
絡

接
地
器
具
の
取
付
け
の
状
態
を
確
認
し
た
後
に
作
業
の
着
手
を
指
示
す
る
こ

と
。

事
業
者

作
業
に
従
事
す
る

労
働
者

労
働
者

12
5条

感
電
の
危
險
が
あ
る
個
所
の
電
氣
を
し
や
断
し
て
、
修
繕
、
点
檢
等
の
作
業

を
す
る
場
合
に
は
、
作
業
中
ス
イ
ツ
チ
に
錠
を
か
け
又
は
必
要
な
個
所
に
通

電
禁
止
期
間
等
の
所
要
事
項
を
明
示
す
る
等
、
他
人
が
こ
れ
に
通
電
す
る
危

險
を
防
止
す
る
た
め
、
確
実
な
措
置
を
講
じ
、
且
つ
そ
の
旨
を
関
係
労
働
者

に
予
め
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

明
記
な
し

35
1条

1

第
三
百
四
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
絶
縁
用
保
護
具
等
（
同
項
第
五
号

に
掲
げ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
交
流
で
三
百
ボ
ル
ト
を
超
え
る
低
圧
の
充
電

電
路
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
そ
の
絶
縁
性
能

に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
六
月
を
超
え
る
期
間
使
用
し
な
い
絶
縁
用
保
護
具
等
の
当
該
使
用

し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

35
1条

2
前
項
た
だ
し
書
の
絶
縁
用
保
護
具
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始

す
る
際
に
、
そ
の
絶
縁
性
能
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

35
1条

3
第
一
項
又
は
第
二
項
の
自
主
検
査
の
結
果
、
当
該
絶
縁
用
保
護
具
等
に
異
常

を
認
め
た
と
き
は
、
補
修
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
後
で
な
け
れ
ば
、

こ
れ
ら
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

35
1条

4
第
一
項
又
は
第
二
項
の
自
主
検
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録

し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

35
2条

1

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
電
気
機
械
器
具
等
を
使
用
す
る
と
き
は
、
そ
の
日

の
使
用
を
開
始
す
る
前
に
当
該
電
気
機
械
器
具
等
の
種
別
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
点
検
事
項
に
つ
い
て
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と

き
は
、
直
ち
に
、
補
修
し
、
又
は
取
り
換
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

35
3条

1

第
三
百
二
十
九
条
の
囲
い
及
び
絶
縁
覆
い
に
つ
い
て
、
毎
月
一
回
以
上
、
そ

の
損
傷
の
有
無
を
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

「
囲
い
等
に
変

形
、
位
置
ず
れ
等

が
生
じ
た
場
合

に
、
囲
い
等
が
充

電
部
分
に
接
触

し
、
労
働
者
の
身

体
が
充
電
部
分
に

接
触
す
る
危
険

等
」
（
詳
解
70
3

ｐ
）

12
4条

3項
前
二
項
の
設
備
は
、
感
電
、
漏
電
若
し
く
は
火
災
又
は
爆
発
の
危
險
を
防
止

す
る
た
め
一
箇
月
に
一
回
以
上
点
檢
し
、
異
常
の
あ
る
部
分
は
、
直
ち
に
修

繕
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

明
記
な
し

35
4条

1
適
用
除
外
規
定

35
5条

1

地
山
の
掘
削
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
地
山
の
崩
壊
、
埋
設
物
等
の

損
壊
等
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か

じ
め
、
作
業
箇
所
及
び
そ
の
周
辺
の
地
山
に
つ
い
て
次
の
事
項
を
ボ
ー
リ
ン

グ
そ
の
他
適
当
な
方
法
に
よ
り
調
査
し
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
知
り
得

た
と
こ
ろ
に
適
応
す
る
掘
削
の
時
期
及
び
順
序
を
定
め
て
、
当
該
定
め
に
よ

り
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

35
6条

1
1

手
掘
り
に
よ
り
地
山
の
掘
削
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
掘
削
面
の
こ
う
配

を
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
山
の
種
類
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
掘

削
面
の
高
さ
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
以
下
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

35
6条

2
1

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
掘
削
面
に
傾
斜
の
異
な
る
部
分
が
あ
る
た
め
、
そ

の
こ
う
配
が
算
定
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
掘
削
面
に
つ
い
て
、
同
項
の
基

準
に
従
い
、
そ
れ
よ
り
も
崩
壊
の
危
険
が
大
き
く
な
い
よ
う
に
当
該
各
部
分

の
傾
斜
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

明
記
な
し

35
7条

1
1

手
掘
り
に
よ
り
砂
か
ら
な
る
地
山
又
は
発
破
等
に
よ
り
崩
壊
し
や
す
い
状
態

に
な
つ
て
い
る
地
山
の
掘
削
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

35
7条

2
1

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
地
山
の
掘
削
面
に
傾
斜
の
異
な
る
部
分
が

あ
る
た
め
、
そ
の
こ
う
配
が
算
定
で
き
な
い
場
合
に
つ
い
て
、
準
用
す
る
こ

と
。

事
業
者

前
条
第
二
項
の
規

定
明
記
な
し

35
8条

1

明
り
掘
削
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
地
山
の
崩
壊
又
は
土
石
の
落
下
に
よ

る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

35
9条

令
第
六
条
第
九
号
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
地
山
の
掘
削
及
び
土
止
め
支
保
工

作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
地
山
の
掘
削
作
業
主

任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し
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安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

36
0条

地
山
の
掘
削
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

明
記
な
し

36
1条

1

明
り
掘
削
の
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
地
山
の
崩
壊
又
は
土
石
の
落

下
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
土
止
め
支
保
工
を
設
け
、
防
護
網
を
張
り
、
労
働
者
の
立
入
り
を
禁
止

す
る
等
当
該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

労
働
者

12
2条

作
業
の
た
め
物
体
が
落
下
又
は
飛
來
し
て
危
險
が
あ
る
場
合
に
は
、
防
網
の

設
備
、
立
入
区
域
の
設
定
そ
の
他
適
当
な
危
害
防
止
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

明
記
な
し

36
2条

1
1

埋
設
物
等
又
は
れ
ん
が
壁
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ツ
ク
塀
、
擁
壁
等
の
建
設

物
に
近
接
す
る
箇
所
で
明
り
掘
削
の
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ

ら
の
損
壊
等
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
こ

れ
ら
を
補
強
し
、
移
設
す
る
等
当
該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ

ら
れ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
作
業
を
行
な
つ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

36
2条

2
1

明
り
掘
削
の
作
業
に
よ
り
露
出
し
た
ガ
ス
導
管
の
損
壊
に
よ
り
労
働
者
に
危

険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
の
前
項
の
措
置
は
、
つ
り
防
護
、
受
け
防

護
等
に
よ
る
当
該
ガ
ス
導
管
に
つ
い
て
の
防
護
を
行
な
い
、
又
は
当
該
ガ
ス

導
管
を
移
設
す
る
等
の
措
置
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
り
掘
削
の
作
業

に
よ
り
露
出
し
た

ガ
ス
導
管
の
損
壊

に
よ
り
労
働
者
に

危
険
を
及
ぼ
す
お

そ
れ
の
あ
る
場
合

の
前
項
の
措
置

労
働
者

36
2条

3
1

前
項
の
ガ
ス
導
管
の
防
護
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
当
該
作
業
を
指
揮
す
る
者

を
指
名
し
て
、
そ
の
者
の
直
接
の
指
揮
の
も
と
に
当
該
作
業
を
行
な
わ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

36
3条

1

明
り
掘
削
の
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
掘
削
機
械
、
積
込
機
械
及
び

運
搬
機
械
の
使
用
に
よ
る
ガ
ス
導
管
、
地
中
電
線
路
そ
の
他
地
下
に
存
す
る

工
作
物
の
損
壊
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
ら
の
機
械
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

36
4条

1

明
り
掘
削
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
運
搬
機
械
等
の
運
行
の

経
路
並
び
に
こ
れ
ら
の
機
械
の
土
石
の
積
卸
し
場
所
へ
の
出
入
の
方
法
を
定

め
て
、
こ
れ
を
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

関
係
労
働
者

労
働
者

「
労
働
者
と
の
接
触
、
土
石
等
の
落
下
等
の
危
険
」
「
労
働
者
の
不
意
の
接
近
を
防
止
す
る
こ
と
が
重
要
」
（
詳
解
72
4ｐ

）

36
5条

1
1

明
り
掘
削
の
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
運
搬
機
械
等
が
、
労
働
者
の

作
業
箇
所
に
後
進
し
て
接
近
す
る
と
き
、
又
は
転
落
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
と

き
は
、
誘
導
者
を
配
置
し
、
そ
の
者
に
こ
れ
ら
の
機
械
を
誘
導
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

労
働
者

「
労
働
者
は
作
業
に
意
識
を
集
中
し
、
そ
の
接
近
に
注
意
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」
（
詳
解
72
5ｐ

）

36
5条

2
前
項
の
誘
導
者
が
行
な
う
誘
導
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

運
転
者

労
働
者

36
6条

1
1

明
り
掘
削
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
物
体
の
飛
来
又
は
落
下
に
よ
る
労
働

者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
保
護
帽
を

着
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者

13
3条

1項

研
ま
盤
に
よ
る
金
属
の
乾
燥
研
ま
、
ビ
ス
コ
ー
ス
紡
糸
作
業
、
炭
酸
含
有
清

涼
飮
料
水
の
び
ん
詰
そ
の
他
作
業
の
性
質
上
物
体
の
飛
來
に
よ
る
危
險
が
あ

る
と
き
は
、
飛
來
防
止
の
設
備
を
設
け
、
又
は
適
当
な
保
護
具
を
備
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

36
6条

2
前
項
の
保
護
帽
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

13
3条

2項
作
業
中
前
項
の
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

36
7条

1
明
り
掘
削
の
作
業
を
行
な
う
場
所
に
つ
い
て
は
、
当
該
作
業
を
安
全
に
行
な

う
た
め
必
要
な
照
度
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

「
掘
削
機
械
等
と
の
接
触
、
岩
石
に
乗
り
上
げ
又
は
軟
弱
地
で
の
転
倒
等
の
危
険
」
（
詳
解
72
6ｐ

）

36
8条

1
土
止
め
支
保
工
の
材
料
に
つ
い
て
は
、
著
し
い
損
傷
、
変
形
又
は
腐
食
が
あ

る
も
の
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

「
地
山
の
崩
壊
と
い
っ
た
重
大
な
事
故
の
要
因
」
（
詳
解
72
7ｐ

）

36
9条

1

土
止
め
支
保
工
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
当
該
土
止
め
支
保
工
を
設
け
る
箇
所

の
地
山
に
係
る
形
状
、
地
質
、
地
層
、
き
裂
、
含
水
、
湧
水
、
凍
結
及
び
埋

設
物
等
の
状
態
に
応
じ
た
堅
固
な
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

37
0条

1
1

土
止
め
支
保
工
を
組
み
立
て
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
組
立
図
を
作
成

し
、
か
つ
、
当
該
組
立
図
に
よ
り
組
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

「
部
材
の
落
下
、
組
立
て
途
中
の
土
止
め
支
保
工
が
崩
壊
す
る
な
ど
の
重
大
な
事
故
が
発
生
す
る
危
険
」
（
詳
解
72
8ｐ

）

37
0条

2
1

前
項
の
組
立
図
は
、
矢
板
、
く
い
、
背
板
、
腹
お
こ
し
、
切
り
ば
り
等
の
部

材
の
配
置
、
寸
法
及
び
材
質
並
び
に
取
付
け
の
時
期
及
び
順
序
が
示
さ
れ
て

い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

前
項
の
設
計
図

明
記
な
し

37
1条

1
土
止
め
支
保
工
の
部
材
の
取
付
け
等
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

37
2条

1

令
第
六
条
第
十
号
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
当
該
作
業
を
行
な
う
箇
所
に
は
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
が
立
ち

入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

二
　
材
料
、
器
具
又
は
工
具
を
上
げ
、
又
は
お
ろ
す
と
き
は
、
つ
り
綱
、
つ

り
袋
等
を
労
働
者
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

事
業
者

関
係
労
働
者
以
外

の
労
働
者

「
荷
の
つ
り
上
げ
等
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
飛
来
、
落
下
の
危
険
」
（
詳
解
73
1ｐ

）

37
3条

1

土
止
め
支
保
工
を
設
け
た
と
き
は
、
そ
の
後
七
日
を
こ
え
な
い
期
間
ご
と
、

中
震
以
上
の
地
震
の
後
及
び
大
雨
等
に
よ
り
地
山
が
急
激
に
軟
弱
化
す
る
お

そ
れ
の
あ
る
事
態
が
生
じ
た
後
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
点
検
し
、
異
常
を

認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
補
強
し
、
又
は
補
修
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

明
記
な
し

37
4条

令
第
六
条
第
十
号
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
地
山
の
掘
削
及
び
土
止
め
支
保
工

作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
土
止
め
支
保
工
作
業

主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

37
5条

土
止
め
支
保
工
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

37
6条

1

潜
函
又
は
井
筒
の
内
部
で
明
り
掘
削
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
潜
函
又
は
井

筒
の
急
激
な
沈
下
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

37
7条

1
1

潜
函
等
の
内
部
で
明
り
掘
削
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

2号
参
照

37
7条

2
1

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
一
号
の
測
定
の
結
果
等
に
よ
り
酸
素
の
過

剰
を
認
め
た
と
き
、
又
は
掘
下
げ
の
深
さ
が
二
十
メ
ー
ト
ル
を
こ
え
る
と
き

は
、
送
気
の
た
め
の
設
備
を
設
け
、
こ
れ
に
よ
り
必
要
な
量
の
空
気
を
送
給

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

37
8条

1
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
潜
函
等
の
内
部
で
明
り
掘
削

の
作
業
を
行
な
つ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

－2923－



安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

37
9条

1

ず
い
道
等
の
掘
削
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
落
盤
、
出
水
、
ガ
ス
爆
発
等
に

よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
掘
削
に
係
る

地
山
の
形
状
、
地
質
及
び
地
層
の
状
態
を
ボ
ー
リ
ン
グ
そ
の
他
適
当
な
方
法

に
よ
り
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

38
0条

1
1

ず
い
道
等
の
掘
削
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
前
条
の
調
査

に
よ
り
知
り
得
た
と
こ
ろ
に
適
応
す
る
施
工
計
画
を
定
め
、
か
つ
、
当
該
施

工
計
画
に
よ
り
作
業
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

「
前
条
の
調
査
に
よ
り
知
り
得
た
と
こ
ろ
に
適
応
す
る
施
工
計
画
を
定
め
」
と
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
、
前
条
は
保
護
対
象
と
し
て
労
働
者
を
明
記

38
0条

2
1

前
項
の
施
工
計
画
は
、
次
の
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

事
業
者

前
項
の
施
工
計
画

労
働
者

38
1条

1
1

ず
い
道
等
の
掘
削
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
落
盤
、
出
水
、
ガ
ス
爆
発
等
に

よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
毎
日
、
掘
削
箇
所
及
び
そ
の
周
辺

の
地
山
に
つ
い
て
、
次
の
事
項
を
観
察
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

38
1条

2
1

前
項
第
三
号
の
事
項
に
係
る
観
察
は
、
掘
削
箇
所
及
び
そ
の
周
辺
の
地
山
を

機
械
で
覆
う
方
法
に
よ
る
掘
削
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
測
定
機

器
を
使
用
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

前
項
第
三
号
の
事

項
に
係
る
観
察

労
働
者

38
2条

1

ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
落
盤
又
は
肌
落
ち
に
よ
る
労

働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

労
働
者

38
2条

の
2

1

ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
可
燃
性
ガ
ス
が
発
生
す

る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
爆
発
又
は
火
災
を
防
止
す
る
た
め
、
可
燃
性
ガ

ス
の
濃
度
を
測
定
す
る
者
を
指
名
し
、
そ
の
者
に
、
毎
日
作
業
を
開
始
す
る

前
、
中
震
以
上
の
地
震
の
後
及
び
当
該
可
燃
性
ガ
ス
に
関
し
異
常
を
認
め
た

と
き
に
、
当
該
可
燃
性
ガ
ス
が
発
生
し
、
又
は
停
滞
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

所
に
つ
い
て
、
当
該
可
燃
性
ガ
ス
の
濃
度
を
測
定
さ
せ
、
そ
の
結
果
を
記
録

さ
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

「
ず
い
道
等
内
で
の
可
燃
性
ガ
ス
の
爆
発
は
爆
風
が
限
ら
れ
た
空
間
内
を
移
動
す
る
こ
と
か
ら
ず
い
道
等
の
内
部
で
作
業
す
る
す
べ
て
の
労
働
者
が
被
害
を
受
け
る
危
険
」
（
詳
解
74
5ｐ

）

38
2条

の
3

1
1

前
条
の
測
定
の
結
果
、
可
燃
性
ガ
ス
が
存
在
し
て
爆
発
又
は
火
災
が
生
ず
る

お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
必
要
な
場
所
に
、
当
該
可
燃
性
ガ
ス
の
濃
度
の
異

常
な
上
昇
を
早
期
に
は
握
す
る
た
め
に
必
要
な
自
動
警
報
装
置
を
設
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
自
動
警
報
装
置
は
、
そ
の
検
知
部
の
周
辺
に
お

い
て
作
業
を
行
つ
て
い
る
労
働
者
に
当
該
可
燃
性
ガ
ス
の
濃
度
の
異
常
な
上

昇
を
速
や
か
に
知
ら
せ
る
こ
と
の
で
き
る
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

労
働
者

第
二
文
参
照

38
2条

の
3

2
1

前
項
の
自
動
警
報
装
置
に
つ
い
て
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、

次
の
事
項
に
つ
い
て
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

38
3条

1

ず
い
道
等
の
掘
削
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
第
三
百
八
十
条
第
一
項

の
施
工
計
画
が
第
三
百
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
観
察
、
第
三
百
八

十
二
条
の
規
定
に
よ
る
点
検
、
第
三
百
八
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
測
定

等
に
よ
り
知
り
得
た
地
山
の
状
態
に
適
応
し
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な

く
、
当
該
施
工
計
画
を
当
該
地
山
の
状
態
に
適
応
す
る
よ
う
変
更
し
、
か

つ
、
変
更
し
た
施
工
計
画
に
よ
つ
て
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

労
働
者

38
3条

の
2

令
第
六
条
第
十
号
の
二
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
ず
い
道
等
の
掘
削
等
作
業
主

任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
ず
い
道
等
の
掘
削
等
作
業
主

任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

38
3条

の
3

ず
い
道
等
の
掘
削
等
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

令
和
4年

4月
1日

施
行
法
の
2号

な
い
し
4号

参
照

38
3条

の
4

令
第
六
条
第
十
号
の
三
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
ず
い
道
等
の
覆
工
作
業
主
任

者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
ず
い
道
等
の
覆
工
作
業
主
任
者

を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

38
3条

の
5

ず
い
道
等
の
覆
工
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

2号
及
び
3号

参
照

38
4条

1

ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
落
盤
又
は
肌
落
ち
に

よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
ず
い
道
支
保
工
を

設
け
、
ロ
ツ
ク
ボ
ル
ト
を
施
し
、
浮
石
を
落
す
等
当
該
危
険
を
防
止
す
る
た

め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

11
8条

1項
落
盤
の
危
險
が
あ
る
場
所
に
は
、
支
柱
そ
の
他
の
落
盤
防
止
の
施
設
を
設
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

明
記
な
し

38
5条

1

ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
ず
い
道
等
の
出
入
口

附
近
の
地
山
の
崩
壊
又
は
土
石
の
落
下
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お

そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
土
止
め
支
保
工
を
設
け
、
防
護
網
を
張
り
、
浮
石
を

落
す
等
当
該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

労
働
者

12
2条

作
業
の
た
め
物
体
が
落
下
又
は
飛
來
し
て
危
險
が
あ
る
場
合
に
は
、
防
網
の

設
備
、
立
入
区
域
の
設
定
そ
の
他
適
当
な
危
害
防
止
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

明
記
な
し

38
6条

1
次
の
箇
所
に
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

労
働
者

12
2条

作
業
の
た
め
物
体
が
落
下
又
は
飛
來
し
て
危
險
が
あ
る
場
合
に
は
、
防
網
の

設
備
、
立
入
区
域
の
設
定
そ
の
他
適
当
な
危
害
防
止
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

明
記
な
し

38
7条

1

ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
ず
い
道
等
の
内
部
に

お
け
る
視
界
が
排
気
ガ
ス
、
粉
じ
ん
等
に
よ
り
著
し
く
制
限
さ
れ
る
状
態
に

あ
る
と
き
は
、
換
気
を
行
な
い
、
水
を
ま
く
等
当
該
作
業
を
安
全
に
行
な
う

た
め
必
要
な
視
界
を
保
持
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

明
記
な
し

「
通
行
時
の
転
倒
、
運
搬
機
械
等
と
の
接
触
、
異
常
時
に
お
け
る
退
避
が
困
難
と
な
る
等
の
危
険
」
（
詳
解
75
5ｐ

）

38
8条

1
第
三
百
六
十
四
条
か
ら
第
三
百
六
十
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
ず
い
道
等
の
建

設
の
作
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

38
9条

1

第
三
百
八
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
測
定
の
結
果
、
可
燃
性
ガ
ス
が
存
在

す
る
と
き
は
、
作
業
の
性
質
上
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
火
気
又
は

マ
ッ
チ
、
ラ
イ
タ
ー
そ
の
他
発
火
の
お
そ
れ
の
あ
る
物
を
ず
い
道
等
の
内
部

に
持
ち
込
む
こ
と
を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
ず
い
道
等
の
出
入
口
付
近

の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

38
9条

の
2

1

事
業
者
は
、
第
三
百
八
十
二
条
の
三
の
自
動
警
報
装
置
が
作
動
し
た
場
合
に

関
係
労
働
者
が
可
燃
性
ガ
ス
に
よ
る
爆
発
又
は
火
災
を
防
止
す
る
た
め
に
講

ず
べ
き
措
置
を
あ
ら
か
じ
め
定
め
、
こ
れ
を
当
該
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

関
係
労
働
者

労
働
者

－2924－



安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

38
9条

の
2

の
2

1

ず
い
道
等
の
掘
削
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
可
燃
性
ガ
ス
が
突
出
す

る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
可
燃
性
ガ
ス
に
よ
る
爆
発
又
は
火
災
を
防

止
す
る
た
め
、
ボ
ー
リ
ン
グ
に
よ
る
ガ
ス
抜
き
そ
の
他
可
燃
性
ガ
ス
の
突
出

を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

38
9条

の
3

1

ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
ず
い
道
等
の
内
部

で
、
可
燃
性
ガ
ス
及
び
酸
素
を
用
い
て
金
属
の
溶
接
、
溶
断
又
は
加
熱
の
作

業
を
行
う
と
き
は
、
火
災
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
付
近
に
あ
る
ぼ
ろ
、
木
く
ず
、
紙
く
ず
そ
の
他
の
可
燃
性
の
物
を
除
去

し
、
又
は
当
該
可
燃
性
の
物
に
不
燃
性
の
物
に
よ
る
覆
い
を
し
、
若
し
く
は

当
該
作
業
に
伴
う
火
花
等
の
飛
散
を
防
止
す
る
た
め
の
隔
壁
を
設
け
る
こ

と
。

二
　
第
二
百
五
十
七
条
の
指
揮
者
に
、
同
条
各
号
の
事
項
の
ほ
か
、
次
の
事

項
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

イ
　
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
対
し
、
消
火
設
備
の
設
置
場
所
及
び
そ
の

使
用
方
法
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

ロ
　
作
業
の
状
況
を
監
視
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
必
要
な
措

置
を
と
る
こ
と
。

ハ
　
作
業
終
了
後
火
花
等
に
よ
る
火
災
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
を
確

認
す
る
こ
と
。

事
業
者

作
業
に
従
事
す
る

労
働
者

38
9条

の
4

1

ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
ず
い
道
等
の
内
部
の
火
気

又
は
ア
ー
ク
を
使
用
す
る
場
所
（
前
条
の
作
業
を
行
う
場
所
を
除
く
。
）
に

つ
い
て
、
防
火
担
当
者
を
指
名
し
、
そ
の
者
に
、
火
災
を
防
止
す
る
た
め
、

次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

38
9条

の
5

1

ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
ず
い
道
等
の
内
部
の
火
気

若
し
く
は
ア
ー
ク
を
使
用
す
る
場
所
又
は
配
電
盤
、
変
圧
器
若
し
く
は
し
や

断
器
を
設
置
す
る
場
所
に
は
、
適
当
な
箇
所
に
、
予
想
さ
れ
る
火
災
の
性
状

に
適
応
す
る
消
火
設
備
を
設
け
、
関
係
労
働
者
に
対
し
、
そ
の
設
置
場
所
及

び
使
用
方
法
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

関
係
労
働
者

38
9条

の
6

1
前
三
条
の
規
定
は
、
た
て
坑
の
建
設
の
作
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
こ
と
。

事
業
者

前
三
条
の
規
定

明
記
な
し

38
9条

の
7

1

ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
落
盤
、
出
水
等
に
よ
る

労
働
災
害
発
生
の
急
迫
し
た
危
険
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
作
業
を
中
止

し
、
労
働
者
を
安
全
な
場
所
に
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

38
9条

の
8

1
1

ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
ず
い
道
等
の
内
部

に
お
け
る
可
燃
性
ガ
ス
の
濃
度
が
爆
発
下
限
界
の
値
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
労
働
者
を
安
全
な
場
所
に
退

避
さ
せ
、
及
び
火
気
そ
の
他
点
火
源
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
の
使
用
を

停
止
し
、
か
つ
、
通
風
、
換
気
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

労
働
者

38
9条

の
8

2
1

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
ず
い
道
等
の
内
部
に
お
け
る
可
燃
性
ガ
ス
の

濃
度
が
爆
発
下
限
界
の
値
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
ま
で
の
間
、
当
該
ず
い
道
等
の
内
部
に
関
係
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ

と
を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

事
業
者

関
係
労
働
者
以
外

の
者

労
働
者

38
9条

の
9

1
1

ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
落
盤
、
出
水
、
ガ
ス
爆
発
、
火

災
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
関
係
労
働
者
に
こ
れ
を
速
や
か
に
知
ら
せ
る
た

め
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
設
備
等
を
設
け
、
関

係
労
働
者
に
対
し
、
そ
の
設
置
場
所
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

労
働
者

38
9条

の
9

2
1

前
項
の
警
報
設
備
及
び
通
話
装
置
に
つ
い
て
は
、
常
時
、
有
効
に
作
動
す
る

よ
う
に
保
持
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

38
9条

の
9

3
1

第
一
項
の
警
報
設
備
及
び
通
話
装
置
に
使
用
す
る
電
源
に
つ
い
て
は
、
当
該

電
源
に
異
常
が
生
じ
た
場
合
に
直
ち
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
予
備
電
源

を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

38
9条

の
10

1
1

ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
落
盤
、
出
水
、
ガ
ス
爆
発
、
火

災
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
労
働
者
を
避
難
さ
せ
る
た
め
、
次
の
各
号
の
区
分

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
避
難
用
器
具
を
適
当
な
箇
所
に
備
え
、
関
係

労
働
者
に
対
し
、
そ
の
備
付
け
場
所
及
び
使
用
方
法
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

38
9条

の
10

2
1

前
項
の
呼
吸
用
保
護
具
に
つ
い
て
は
、
同
時
に
就
業
す
る
労
働
者
の
人
数
と

同
数
以
上
を
備
え
、
常
時
有
効
か
つ
清
潔
に
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

労
働
者

労
働
者

38
9条

の
10

3
1

第
一
項
の
携
帯
用
照
明
器
具
に
つ
い
て
は
、
同
時
に
就
業
す
る
労
働
者
の
人

数
と
同
数
以
上
を
備
え
、
常
時
有
効
に
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
同
項
第
一
号
の
場
合
に
お
い
て
、
同
時
に
就
業
す
る
労
働
者
が
集

団
で
避
難
す
る
た
め
に
必
要
な
照
明
を
確
保
す
る
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

労
働
者

38
9条

の
11

1
1

切
羽
ま
で
の
距
離
が
百
メ
ー
ト
ル
以
上
と
な
る
ず
い
道
等
に
係
る
ず
い
道
等

の
建
設
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
落
盤
、
出
水
、
ガ
ス
爆
発
、
火
災
等
が
生

じ
た
と
き
に
備
え
る
た
め
、
関
係
労
働
者
に
対
し
、
当
該
ず
い
道
等
の
切
羽

ま
で
の
距
離
が
百
メ
ー
ト
ル
に
達
す
る
ま
で
の
期
間
内
に
一
回
、
及
び
そ
の

後
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
避
難
等
の
訓
練
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

関
係
労
働
者

6条
5号

安
全
管
理
者
は
、
左
の
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
　
消
防
及
び
避
難
の
訓
練

使
用
者

安
全
管
理
者

明
記
な
し

38
9条

の
11

2
避
難
等
の
訓
練
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間

保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

39
0条

1
1

ず
い
道
支
保
工
の
材
料
に
つ
い
て
は
、
著
し
い
損
傷
、
変
形
又
は
腐
食
が
あ

る
も
の
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

39
0条

2
1

ず
い
道
支
保
工
に
使
用
す
る
木
材
に
つ
い
て
は
、
あ
か
ま
つ
、
く
ろ
ま
つ
そ

の
他
じ
ん
性
に
富
み
、
か
つ
、
強
度
上
の
著
し
い
欠
点
と
な
る
割
れ
、
虫
食

い
、
節
、
繊
維
の
傾
斜
等
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な

い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

39
1条

1

ず
い
道
支
保
工
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
当
該
ず
い
道
支
保
工
を
設
け
る
箇
所

の
地
山
に
係
る
地
質
、
地
層
、
含
水
、
湧
水
、
き
裂
及
び
浮
石
の
状
態
並
び

に
掘
削
の
方
法
に
応
じ
た
堅
固
な
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

－2925－



安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)
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21 ①
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22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

39
2条

1
1

ず
い
道
支
保
工
を
組
み
立
て
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
標
準
図
を
作
成

し
、
か
つ
、
当
該
標
準
図
に
よ
り
組
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

39
2条

2
1

前
項
の
標
準
図
は
、
ず
い
道
支
保
工
の
部
材
の
配
置
、
寸
法
及
び
材
質
が
示

さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

前
項
の
標
準
図

明
記
な
し

39
3条

1
ず
い
道
支
保
工
を
組
み
立
て
、
又
は
変
更
す
る
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

39
4条

1
ず
い
道
支
保
工
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

2号
へ
参
照

39
5条

1

荷
重
が
か
か
つ
て
い
る
ず
い
道
支
保
工
の
部
材
を
取
り
は
ず
す
と
き
は
、
当

該
部
材
に
か
か
つ
て
い
る
荷
重
を
ず
い
道
型
わ
く
支
保
工
等
に
移
す
措
置
を

講
じ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
部
材
を
取
り
は
ず
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

39
6条

1

ず
い
道
支
保
工
を
設
け
た
と
き
は
、
毎
日
及
び
中
震
以
上
の
地
震
の
後
、
次

の
事
項
に
つ
い
て
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
強
し
、
又

は
補
修
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

39
7条

1
ず
い
道
型
わ
く
支
保
工
の
材
料
に
つ
い
て
は
、
著
し
い
損
傷
、
変
形
又
は
腐

食
が
あ
る
も
の
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

39
8条

1

ず
い
道
型
わ
く
支
保
工
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
当
該
ず
い
道
型
わ
く
支
保
工

に
か
か
る
荷
重
、
型
わ
く
の
形
状
等
に
応
じ
た
堅
固
な
も
の
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

39
9条

1

採
石
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
地
山
の
崩
壊
、
掘
削
機
械
の
転
落
等
に
よ
る

労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
採
石
作
業
に
係
る

地
山
の
形
状
、
地
質
及
び
地
層
の
状
態
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

40
0条

1
1

採
石
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
調
査
に

よ
り
知
り
得
た
と
こ
ろ
に
適
応
す
る
採
石
作
業
計
画
を
定
め
、
か
つ
、
当
該

採
石
作
業
計
画
に
よ
り
作
業
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

「
前
条
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
よ
り
知
り
得
た
と
こ
ろ
に
適
応
す
る
採
石
作
業
計
画
を
定
め
」
と
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
、
前
条
は
保
護
対
象
と
し
て
労
働
者
を
明
記

40
0条

2
1

前
項
の
採
石
作
業
計
画
は
、
次
の
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

前
項
の
採
石
作
業

計
画

労
働
者

採
石
作
業
計
画
の
実
質
的
な
保
護
対
象
は
労
働
者
（
前
項
）

40
1条

1

採
石
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
地
山
の
崩
壊
又
は
土
石
の
落
下
に
よ
る
労
働

者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

労
働
者

40
2条

1

採
石
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
第
四
百
条
第
一
項
の
採
石
作
業
計
画

が
前
条
の
規
定
に
よ
る
点
検
等
に
よ
り
知
り
得
た
地
山
の
状
態
に
適
応
し
な

く
な
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
採
石
作
業
計
画
を
当
該
地
山
の
状
態

に
適
応
す
る
よ
う
変
更
し
、
か
つ
、
変
更
し
た
採
石
作
業
計
画
に
よ
つ
て
作

業
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

40
0条

1項
及
び
前

条
の
保
護
対
象
は

労
働
者

40
3条

令
第
六
条
第
十
一
号
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
採
石
の
た
め
の
掘
削
作
業
主
任

者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
採
石
の
た
め
の
掘
削
作
業
主
任

者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

40
4条

採
石
の
た
め
の
掘
削
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

40
5条

1

地
山
の
崩
壊
、
土
石
の
飛
来
等
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、

隣
接
す
る
採
石
場
で
行
な
わ
れ
る
発
破
の
時
期
、
浮
石
落
し
の
方
法
等
必
要

な
事
項
に
つ
い
て
当
該
採
石
場
と
の
間
の
連
絡
を
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。

事
業
者

労
働
者

40
6条

1
採
石
作
業
を
行
な
う
場
所
に
つ
い
て
は
、
当
該
作
業
を
安
全
に
行
な
う
た
め

必
要
な
照
度
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

明
記
な
し

40
7条

1

岩
石
の
採
取
の
た
め
の
掘
削
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
掘
削
面
の
こ
う
配

を
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
山
の
種
類
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
掘

削
面
の
高
さ
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
以
下
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
パ
ワ
ー
・
シ
ヨ
ベ
ル
、
ト
ラ
ク
タ
ー
・
シ
ヨ
ベ
ル
等
の
掘
削
機
械

を
用
い
て
掘
削
の
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
地
山
の
崩
壊
又
は
土
石

の
落
下
に
よ
り
当
該
機
械
の
運
転
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

運
転
者

た
だ
し
書
を
参
照

40
8条

1

採
石
作
業
（
坑
内
で
行
な
う
も
の
を
除
く
。
）
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、

崩
壊
又
は
落
下
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
土
石
、
立

木
等
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
こ
れ
ら
を
取
り
除
き
、
防
護
網
を
張

る
等
当
該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

労
働
者

12
2条

作
業
の
た
め
物
体
が
落
下
又
は
飛
來
し
て
危
險
が
あ
る
場
合
に
は
、
防
網
の

設
備
、
立
入
区
域
の
設
定
そ
の
他
適
当
な
危
害
防
止
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

明
記
な
し

40
9条

1

坑
内
で
採
石
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
落
盤
、
肌
落
ち
又
は
側
壁
の

崩
壊
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
支
柱
又
は

残
柱
を
設
け
、
天
井
を
ア
ー
チ
状
と
し
、
ロ
ツ
ク
ボ
ル
ト
を
施
す
等
当
該
危

険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

11
8条

1項
落
盤
の
危
險
が
あ
る
場
所
に
は
、
支
柱
そ
の
他
の
落
盤
防
止
の
施
設
を
設
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

明
記
な
し

41
0条

1

掘
削
箇
所
の
附
近
で
岩
石
の
小
割
又
は
加
工
の
作
業
を
行
な
つ
て
は
な
ら
な

い
こ
と
。

た
だ
し
、
当
該
岩
石
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

41
1条

1

岩
石
の
採
取
の
た
め
の
掘
削
の
作
業
が
行
な
わ
れ
て
い
る
箇
所
の
下
方
で
土

石
の
落
下
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、

労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

12
2条

作
業
の
た
め
物
体
が
落
下
又
は
飛
來
し
て
危
險
が
あ
る
場
合
に
は
、
防
網
の

設
備
、
立
入
区
域
の
設
定
そ
の
他
適
当
な
危
害
防
止
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

明
記
な
し

41
2条

1
1

採
石
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
物
体
の
飛
来
又
は
落
下
に
よ
る
危
険
を
防
止

す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
保
護
帽
を
着
用
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者

13
3条

1項

研
ま
盤
に
よ
る
金
属
の
乾
燥
研
ま
、
ビ
ス
コ
ー
ス
紡
糸
作
業
、
炭
酸
含
有
清

涼
飮
料
水
の
び
ん
詰
そ
の
他
作
業
の
性
質
上
物
体
の
飛
來
に
よ
る
危
險
が
あ

る
と
き
は
、
飛
來
防
止
の
設
備
を
設
け
、
又
は
適
当
な
保
護
具
を
備
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

明
記
な
し

労
働
者

41
2条

2
前
項
の
保
護
帽
の
着
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
同
項
の
保
護
帽
を
着
用
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

13
3条

2項
作
業
中
前
項
の
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

41
3条

1
1

採
石
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
運
搬
機
械
等
及
び
小
割
機
械

の
運
行
の
経
路
並
び
に
運
搬
機
械
等
及
び
小
割
機
械
の
土
石
の
積
卸
し
場
所

へ
の
出
入
の
方
法
を
定
め
て
、
こ
れ
を
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

関
係
労
働
者

労
働
者

41
4条

を
参
照

41
3条

2
1

前
項
の
運
行
の
経
路
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。

事
業
者

労
働
者

41
3条

3
1

第
一
項
の
運
行
の
経
路
に
つ
い
て
補
修
そ
の
他
経
路
を
有
効
に
保
持
す
る
た

め
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
監
視
人
を
配
置
し
、
又
は
作
業
中
で
あ
る
旨

の
掲
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者
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安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

41
4条

1

前
条
第
一
項
の
運
行
の
経
路
上
で
、
岩
石
の
小
割
又
は
加
工
の
作
業
を
行
な

つ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
場
合
で
、
監
視
人
を
配
置
し
、
作
業
中
で
あ
る
旨

の
掲
示
を
す
る
等
運
搬
機
械
等
及
び
小
割
機
械
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
る
労

働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

事
業
者

労
働
者

た
だ
し
書
を
参
照

41
5条

1

採
石
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
運
転
中
の
運
搬
機
械
等
及
び
小
割
機
械
に
接

触
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
、
労

働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

41
6条

1
1

採
石
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
運
搬
機
械
等
及
び
小
割
機
械
が
労
働

者
の
作
業
箇
所
に
後
進
し
て
接
近
す
る
と
き
、
又
は
転
落
す
る
お
そ
れ
の
あ

る
と
き
は
、
誘
導
者
を
配
置
し
、
そ
の
者
に
当
該
運
搬
機
械
等
及
び
小
割
機

械
を
誘
導
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

労
働
者

41
6条

2
前
項
の
誘
導
者
が
行
な
う
誘
導
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

41
8条

1

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
繊
維
ロ
ー
プ
を
貨
車
の
荷
掛
け
に
使
用

し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
ス
ト
ラ
ン
ド
が
切
断
し
て
い
る
も
の

二
　
著
し
い
損
傷
又
は
腐
食
が
あ
る
も
の

事
業
者

労
働
者

１
６
４
条
の
２
１

の
２

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
繊
維
ロ
ー
プ
又
は
繊
維
ベ
ル
ト
を
揚
貨
装
置
の

玉
掛
け
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
ス
ト
ラ
ン
ド
が
切
断
し
て
い
る
も
の

二
　
著
し
い
損
傷
又
は
著
し
い
腐
食
が
あ
る
も
の

使
用
者

労
働
者

41
9条

1

繊
維
ロ
ー
プ
を
貨
車
の
荷
掛
け
に
使
用
す
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
使
用
を
開

始
す
る
前
に
、
当
該
繊
維

ロ
ー
プ
を
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
取
り
替
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

42
0条

1

一
の
荷
で
そ
の
重
量
が
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の
を
貨
車
に
積
む
作
業

（
ロ
ー
プ
掛
け
の
作
業
及
び
シ
ー
ト
掛
け
の
作
業
を
含
む
。
）
又
は
貨
車
か

ら
卸
す
作
業
（
ロ
ー
プ
解
き
の
作
業
及
び
シ
ー
ト
外
し
の
作
業
を
含
む
。
）

を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
の
指
揮
者
を
定
め
、
そ
の
者
に
次
の
事
項
を
行

わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
の
方
法
及
び
順
序
を
決
定
し
、
作
業
を
指
揮
す
る
こ
と
。

二
　
器
具
及
び
工
具
を
点
検
し
、
不
良
品
を
取
り
除
く
こ
と
。

三
　
当
該
作
業
を
行
う
箇
所
に
は
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
を
立
ち
入

ら
せ
な
い
こ
と
。

四
　
ロ
ー
プ
解
き
の
作
業
及
び
シ
ー
ト
外
し
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
荷
台

上
の
荷
の
落
下
の
危
険
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
後
に
当
該
作
業
の
着
手
を

指
示
す
る
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

42
1条

1
1

貨
車
か
ら
荷
を
卸
す
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者

に
中
抜
き
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

事
業
者

当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者

42
1条

2
中
抜
き
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

42
6条

1

ふ
頭
、
岸
壁
等
の
荷
役
作
業
を
行
な
う
場
所
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
場
及
び
通
路
の
危
険
な
部
分
に
は
、
安
全
で
有
効
な
照
明
の
方
法

を
講
ず
る
こ
と
。

二
　
ふ
頭
又
は
岸
壁
の
線
に
沿
つ
て
、
通
路
を
設
け
る
と
き
は
、
そ
の
幅
を

九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
か
つ
、
こ
の
区
域
か
ら
固
定
の
設
備
及

び
使
用
中
の
装
置
以
外
の
障
害
物
を
除
く
こ
と
。

三
　
陸
上
に
お
け
る
通
路
及
び
作
業
場
所
で
、
ぐ
う
角
、
橋
又
は
船
き
よ
の

こ
う
門
を
こ
え
る
歩
道
等
の
危
険
な
部
分
に
は
、
適
当
な
囲
い
、
さ
く
等
を

設
け
る
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

１
０
０
条

ふ
頭
、
岸
壁
等
の
荷
役
作
業
を
行
う
場
所
に
つ
い
て
は
、
左
の
事
項
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

一
　
作
業
場
所
及
び
通
路
の
危
險
な
部
分
に
は
、
安
全
で
有
効
な
照
明
の
方

法
を
講
ず
る
こ
と
。
 

二
　
ふ
頭
又
は
岸
壁
の
線
に
沿
う
て
、
通
路
を
設
け
る
場
合
に
は
、
そ
の
幅

を
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
且
つ
こ
の
区
域
か
ら
固
定
の
設
備
及

び
使
用
中
の
裝
置
以
外
の
障
害
物
を
除
く
こ
と
。

三
　
陸
上
に
お
け
る
通
路
及
び
作
業
場
所
で
、
ぐ
う
角
、
橋
又
は
船
き
よ
の

こ
う
門
を
超
え
る
歩
道
等
の
危
險
な
部
分
に
は
、
適
当
な
囲
を
設
け
る
こ

と
。
 

明
記
な
し

明
記
な
し

明
記
な
し

使
用
者
と
考
え
ら

れ
る

労
働
者

42
7条

1
1

は
い
（
倉
庫
、
上
屋
又
は
土
場
に
積
み
重
ね
ら
れ
た
荷
（
小
麦
、
大
豆
、
鉱

石
等
の
ば
ら
物
の
荷
を
除
く
。
）
の
集
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
上
で

作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
作
業
箇
所
の
高
さ
が
床
面
か
ら
一
・
五

メ
ー
ト
ル
を
こ
え
る
と
き
は
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
床
面
と
当

該
作
業
箇
所
と
の
間
を
安
全
に
昇
降
す
る
た
め
の
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
は
い
を
構
成
す
る
荷
に
よ
つ
て
安
全
に
昇
降
で
き

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者

労
働
者

42
7条

2
床
面
と
当
該
作
業
箇
所
と
の
間
を
昇
降
す
る
と
き
は
、
同
項
の
た
だ
し
書
に

該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
同
項
の
昇
降
す
る
た
め
の
設
備
を
使
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

42
8条

令
第
六
条
第
十
二
号
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
は
い
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を

修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
は
い
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

事
業
者

労
働
者

42
9条

は
い
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行
な
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
の
方
法
及
び
順
序
を
決
定
し
、
作
業
を
直
接
指
揮
す
る
こ
と
。

二
　
器
具
及
び
工
具
を
点
検
し
、
不
良
品
を
取
り
除
く
こ
と
。

三
　
当
該
作
業
を
行
な
う
箇
所
を
通
行
す
る
労
働
者
を
安
全
に
通
行
さ
せ
る

た
め
、
そ
の
者
に
必
要
な
事
項
を
指
示
す
る
こ
と
。

四
　
は
い
く
ず
し
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
は
い
の
崩
壊
の
危
険
が
な
い

こ
と
を
確
認
し
た
後
に
当
該
作
業
の
着
手
を
指
示
す
る
こ
と
。

五
　
第
四
百
二
十
七
条
第
一
項
の
昇
降
す
る
た
め
の
設
備
及
び
保
護
帽
の
使

用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

43
0条

1

床
面
か
ら
の
高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
は
い
（
容
器
が
袋
、
か
ま
す
又
は

俵
で
あ
る
荷
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
は

い
と
隣
接
の
は
い
と
の
間
隔
を
、
は
い
の
下
端
に
お
い
て
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

43
1条

1
1

床
面
か
ら
の
高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
は
い
に
つ
い
て
、
は
い
く
ず
し
の

作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
次
の
事
項
を
行

な
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
中
抜
き
を
し
な
い
こ
と
。

二
　
容
器
が
袋
、
か
ま
す
又
は
俵
で
あ
る
荷
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
は
い
に
つ

い
て
は
、
ひ
な
段
状
に
く
ず
し
、
ひ
な
段
の
各
段
（
最
下
段
を
除
く
。
）
の

高
さ
は
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

労
働
者

43
1条

2
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

－2927－



安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

43
2条

1

は
い
の
崩
壊
又
は
荷
の
落
下
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ

る
と
き
は
、
当
該
は
い
に
つ
い
て
、
ロ
ー
プ
で
縛
り
、
網
を
張
り
、
く
い
止

め
を
施
し
、
は
い
替
え
を
行
な
う
等
当
該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

労
働
者

43
3条

1

は
い
付
け
又
は
は
い
く
ず
し
の
作
業
が
行
な
わ
れ
て
い
る
箇
所
で
、
は
い
の

崩
壊
又
は
荷
の
落
下
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ

ろ
に
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

事
業
者

関
係
労
働
者
以
外

の
労
働
者

当
該
作
業
関
係
労

働
者
以
外
の
労
働

者

43
4条

1
は
い
付
け
又
は
は
い
く
ず
し
の
作
業
を
行
な
う
場
所
に
つ
い
て
は
、
当
該
作

業
を
安
全
に
行
な
う
た
め
必
要
な
照
度
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

１
９
５
条

１
９
６
条

第
百
九
十
五
條
　
労
働
者
を
常
時
就
業
さ
せ
る
場
所
の
採
光
及
び
照
明
は
、

左
の
各
号
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
感
光
材
料
を
取
り
扱
う
作

業
場
及
び
坑
内
等
特
殊
の
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

一
　
窓
面
の
有
効
採
光
面
積
は
床
面
積
の
五
分
の
一
以
上
と
す
る
こ
と
。

二
　
作
業
面
の
照
度
は
左
の
基
準
に
よ
る
こ
と
。

 精
密
な
作
業
　
　
百
ル
ク
ス
以
上
 

 普
通
の
作
業
　
五
十
ル
ク
ス
以
上
 

 粗
な
作
業
　
　
二
十
ル
ク
ス
以
上
 

第
百
九
十
六
條
　
採
光
と
照
明
は
、
明
暗
の
対
象
を
著
し
く
な
い
よ
う
に

し
、
且
つ
ま
ぶ
し
さ
を
起
さ
せ
な
い
方
法
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

明
記
な
し

明
記
な
し

明
記
な
し

使
用
者
と
考
え
ら

れ
る

労
働
者

43
5条

1
1

は
い
の
上
に
お
け
る
作
業
（
作
業
箇
所
の
高
さ
が
床
面
か
ら
二
メ
ー
ト
ル
以

上
の
も
の
に
限
る
。
）
を
行
な
う
と
き
は
、
墜
落
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を

防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
保
護
帽
を
着
用
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者

労
働
者

43
5条

2
前
項
の
保
護
帽
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

44
9条

1
1

ば
く
露
甲
板
の
上
面
か
ら
船
倉
の
底
ま
で
の
深
さ
が
一
・
五
メ
ー
ト
ル
を
こ

え
る
船
倉
の
内
部
に
お
い
て
荷
の
取
扱
い
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
当
該

作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
当
該
甲
板
と
当
該
船
倉
と
の
間
を
安
全
に
通
行

す
る
た
め
の
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
安
全
に
通
行
す

る
た
め
の
設
備
が
船
舶
に
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者

１
６
４
条

１
項

ば
く
露
甲
板
の
上
面
か
ら
船
倉
の
底
ま
で
の
深
さ
が
一
・
五
メ
ー
ト
ル
を
こ

え
る
船
倉
の
内
部
に
お
い
て
荷
の
取
扱
い
の
作
業
を
行
な
う
場
合
に
は
、
当

該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
当
該
甲
板
と
当
該
船
倉
と
の
間
を
安
全
に
通

行
す
る
た
め
の
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
安
全
に
通
行

す
る
た
め
の
設
備
が
船
舶
に
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

使
用
者

労
働
者

44
9条

2
ば
く
露
甲
板
と
船
倉
と
の
間
を
通
行
す
る
と
き
は
、
同
項
の
通
行
す
る
た
め

の
設
備
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

２
項

前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
ば
く
露
甲
板
と
船
倉
と
の
間
を

通
行
す
る
場
合
に
は
、
同
項
の
通
行
す
る
た
め
の
設
備
を
使
用
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

45
0条

令
第
六
条
第
十
三
号
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
船
内
荷
役
作
業
主
任
者
技
能
講

習
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
船
内
荷
役
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

45
1条

事
業
者
は
、
船
内
荷
役
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行
な
わ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
作
業
の
方
法
を
決
定
し
、
作
業
を
直
接
指
揮
す
る
こ
と
。

二
　
通
行
設
備
、
荷
役
機
械
、
保
護
具
並
び
に
器
具
及
び
工
具
を
点
検
整
備

し
、
こ
れ
ら
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

三
　
周
辺
の
作
業
者
と
の
連
絡
調
整
を
行
な
う
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

45
2条

1

揚
貨
装
置
、
ク
レ
ー
ン
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
又
は
デ
リ
ツ
ク
（
以
下
こ
の
節

に
お
い
て
「
揚
貨
装
置
等
」
と
い
う
。
）
を
用
い
て
、
荷
の
巻
上
げ
又
は
巻

卸
し
の
作
業
を
行
な
つ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
第
四
百
四
十
九
条
第
一
項

の
通
行
す
る
た
め
の
設
備
を
使
用
し
て
通
行
す
る
労
働
者
に
荷
が
落
下
し
、

又
は
激
突
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
そ
の
通
行
を
さ
せ
て
は
な
ら
な

い
。

事
業
者

通
行
す
る
た
め
の

設
備
を
使
用
し
て

通
行
す
る
労
働
者

１
６
４
条
の
２

揚
貨
装
置
又
は
起
重
機
を
用
い
て
、
荷
の
巻
上
げ
又
は
巻
き
お
ろ
し
の
作
業

を
行
な
つ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
の
通
行
す
る
た
め
の
設
備

を
使
用
し
て
通
行
す
る
労
働
者
に
荷
が
落
下
し
、
又
は
激
突
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
通
行
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

使
用
者

労
働
者

45
3条

1

次
の
場
所
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
ハ
ツ
チ
ボ
ー
ド
の
開
閉
又
は
ハ
ツ
チ
ビ
ー
ム
の
取
付
け
若
し
く
は
取
り

は
ず
し
の
作
業
が
行
な
わ
れ
て
い
る
場
所
の
下
方
で
、
ハ
ツ
チ
ボ
ー
ド
又
は

ハ
ツ
チ
ビ
ー
ム
が
落
下
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

の
あ
る
と
こ
ろ

二
　
揚
貨
装
置
の
ブ
ー
ム
の
起
伏
の
作
業
が
行
な
わ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い

て
、
当
該
ブ
ー
ム
が
倒
れ
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

の
あ
る
と
こ
ろ

事
業
者

労
働
者

１
６
４
条
の
３

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
所
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
ハ
ッ
チ
ボ
ー
ド
の
開
閉
又
は
ハ
ッ
チ
ビ
ー
ム
の
取
付
け
若
し
く
は
取
り

は
ず
し
の
作
業
が
行
な
わ
れ
て
い
る
場
所
の
下
方
で
あ
つ
て
、
ハ
ッ
チ
ボ
ー

ド
又
は
ハ
ッ
チ
ビ
ー
ム
が
落
下
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
害
を
及
ぼ
す

お
そ
れ
が
あ
る
と
こ
ろ

二
　
揚
貨
装
置
の
ブ
ー
ム
の
起
伏
の
作
業
が
行
な
わ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い

て
、
当
該
ブ
ー
ム
が
倒
れ
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

が
あ
る
と
こ
ろ

使
用
者

労
働
者

45
4条

1

港
湾
荷
役
作
業
（
船
舶
に
荷
を
積
み
、
船
舶
か
ら
荷
を
卸
し
、
又
は
船
舶
に

お
い
て
荷
を
移
動
さ
せ
る
作
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
な
う
と
き

は
、
当
該
作
業
を
安
全
に
行
な
う
た
め
必
要
な
照
度
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

１
６
１
条
の
４

港
湾
荷
役
作
業
を
行
な
う
場
合
に
は
、
当
該
作
業
を
安
全
に
行
な
う
た
め
必

要
な
照
度
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

労
働
者

45
5条

1

港
湾
荷
役
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
当
該
作
業
が
行
わ
れ
る
船
倉
の
内
部
、

ば
く
露
甲
板
の
上
又
は
岸
壁
の
上
に
あ
る
荷
の
中
に
、
塩
素
、
シ
ア
ン
酸
、

四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
急
性
中
毒
を
起
こ
す
お
そ
れ
の
あ
る
物
、
腐
食
性
液
体
そ

の
他
の
腐
食
性
の
物
、
火
薬
類
又
は
危
険
物
が
存
す
る
か
ど
う
か
を
調
べ
、

こ
れ
ら
の
物
が
存
す
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
こ
れ
ら
の
物
の
安
全
な
取
扱
い
の
方
法
を
定
め
て
、
当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者
に
周
知
さ
せ
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
当
該
取
扱
い
の
方
法
に

よ
ら
せ
る
こ
と
。

二
　
こ
れ
ら
の
物
が
飛
散
し
又
は
漏
え
い
し
た
と
き
の
処
置
を
定
め
て
、
当

該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
周
知
さ
せ
、
こ
れ
ら
の
物
の
飛
散
又
は
漏
え

い
の
際
に
は
、
当
該
処
置
を
採
ら
せ
る
こ
と
。

事
業
者

当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者

１
６
４
条
の
５

港
湾
荷
役
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
当
該
作
業
が
行
な
わ
れ
る
船
倉
の
内

部
、
ば
く
露
甲
板
の
上
又
は
岸
壁
の
上
に
あ
る
荷
の
中
に
、
塩
素
、
シ
ア
ン

酸
、
四
エ
チ
ル
鉛
等
急
性
中
毒
を
お
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
物
、
腐
食
性
液
体

そ
の
他
の
腐
食
性
の
物
、
火
薬
類
又
は
危
険
物
が
存
す
る
か
ど
う
か
を
調

べ
、
こ
れ
ら
の
物
が
存
す
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
こ
れ
ら
の
物
の
安
全
な
取
扱
い
の
方
法
を
定
め
て
、
当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者
に
周
知
さ
せ
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
当
該
取
扱
い
の
方
法
に

よ
ら
せ
る
こ
と
。

二
　
こ
れ
ら
の
物
が
飛
散
し
又
は
漏
え
い
し
た
と
き
の
処
置
を
定
め
て
、
当

該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
周
知
さ
せ
、
こ
れ
ら
の
物
の
飛
散
又
は
漏
え

い
の
際
に
は
、
当
該
処
置
を
と
ら
せ
る
こ
と
。

使
用
者

労
働
者

45
6条

1

揚
貨
装
置
等
を
用
い
て
、
船
倉
の
内
部
か
ら
荷
を
巻
き
上
げ
、
又
は
船
倉
の

内
部
へ
荷
を
巻
き
卸
す
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
当
該
作
業
を
開
始
す
る
前

に
、
ハ
ツ
チ
ビ
ー
ム
又
は
開
放
さ
れ
た
ち
よ
う
つ
が
い
付
き
ハ
ツ
チ
ボ
ー
ド

の
固
定
の
状
態
に
つ
い
て
点
検
し
、
こ
れ
ら
が
確
実
に
固
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
て
は
な

ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

１
６
４
条
の
６

揚
貨
装
置
又
は
起
重
機
を
用
い
て
、
船
倉
の
内
部
か
ら
荷
を
巻
き
上
げ
、
又

は
船
倉
の
内
部
へ
荷
を
巻
き
お
ろ
す
作
業
を
行
な
う
場
合
に
は
、
当
該
作
業

を
開
始
す
る
前
に
、
ハ
ッ
チ
ビ
ー
ム
又
は
開
放
さ
れ
た
ち
よ
う
つ
が
い
付
き

ハ
ッ
チ
ボ
ー
ド
の
固
定
の
状
態
に
つ
い
て
点
検
し
、
こ
れ
ら
が
確
実
に
固
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
作
業
に
労
働
者
を
従

事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

使
用
者

労
働
者

45
7条

1

船
倉
の
内
部
の
小
麦
、
大
豆
、
と
う
も
ろ
こ
し
等
ば
ら
物
の
荷
を
卸
す
作
業

を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
シ
フ
チ
ン
グ
ボ
ー
ド
、
フ
イ
ー
ダ
ボ
ツ
ク
ス
等

荷
の
移
動
を
防
止
す
る
た
め
の
隔
壁
が
倒
壊
し
又
は
落
下
す
る
こ
と
に
よ

り
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き

は
、
当
該
隔
壁
が
取
り
は
ず
さ
れ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
作
業
に
労
働
者

を
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

事
業
者

当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者

１
６
４
条
の
７

船
倉
の
内
部
の
小
麦
、
大
豆
、
と
う
も
ろ
こ
し
等
ば
ら
物
の
荷
を
お
ろ
す
作

業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
シ
フ
チ
ン
グ
ボ
ー
ド
、
フ
イ
ー
ダ
ボ
ッ
ク
ス

等
荷
の
移
動
を
防
止
す
る
た
め
の
隔
壁
が
倒
壊
し
又
は
落
下
す
る
こ
と
に
よ

り
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き

は
、
当
該
隔
壁
が
取
り
は
ず
さ
れ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
作
業
に
労
働
者

を
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

使
用
者

労
働
者

45
8条

1

同
一
の
船
倉
の
内
部
に
お
い
て
、
同
時
に
異
な
る
層
で
作
業
を
行
な
つ
て
は

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
防
網
、
防
布
等
荷
の
落
下
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備

が
設
け
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

１
６
４
条
の
８

同
一
の
船
倉
の
内
部
に
お
い
て
、
同
時
に
異
な
る
層
で
作
業
を
行
な
つ
て
は

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
防
網
、
防
布
等
荷
の
落
下
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備

が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

使
用
者

労
働
者

－2928－
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安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

45
9条

1

揚
貨
装
置
等
を
用
い
て
、
船
倉
の
内
部
の
荷
で
、
ハ
ツ
チ
の
直
下
に
あ
る
も

の
以
外
の
も
の
を
巻
き
上
げ
る
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
巻
出
索
を
使
用
す

る
等
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
荷
を
ハ
ツ
チ
の
直
下
に
移
し
て
か
ら
行

な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

１
６
４
条
の
９

揚
貨
装
置
又
は
起
重
機
を
用
い
て
、
船
倉
の
内
部
の
荷
で
あ
つ
て
、
ハ
ッ
チ

の
直
下
に
あ
る
も
の
以
外
の
も
の
を
巻
き
上
げ
る
作
業
を
行
な
う
場
合
に

は
、
巻
出
索
を
使
用
す
る
等
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
荷
を
ハ
ッ
チ
の

直
下
に
移
し
て
か
ら
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

労
働
者

46
0条

1

揚
貨
装
置
等
を
用
い
て
、
荷
の
巻
出
し
又
は
引
込
み
の
作
業
を
行
な
う
と
き

は
、
巻
出
索
又
は
引
込
索
に
用
い
る
み
ぞ
車
を
、
ビ
ー
ム
ク
ラ
ン
プ
、
シ
ヤ

ツ
ク
ル
等
の
取
付
具
に
よ
り
船
の
フ
レ
ー
ム
に
確
実
に
取
り
付
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

１
６
４
条
の
１
０

揚
貨
装
置
又
は
起
重
機
を
用
い
て
、
荷
の
巻
出
し
又
は
引
込
み
の
作
業
を
行

な
う
場
合
に
は
、
巻
出
索
又
は
引
込
索
に
用
い
る
み
ぞ
車
を
、
ビ
ー
ム
ク
ラ

ン
プ
、
シ
ヤ
ッ
ク
ル
等
の
取
付
具
に
よ
り
船
舶
の
フ
レ
ー
ム
に
確
実
に
取
り

付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

労
働
者

46
1条

1

揚
貨
装
置
等
を
用
い
て
、
巻
出
索
又
は
引
込
索
に
よ
り
荷
を
引
い
て
い
る
と

き
は
、
当
該
索
の
内
角
側
で
、
当
該
索
又
は
み
ぞ
車
が
脱
落
す
る
こ
と
に
よ

り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ

て
は
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

１
６
４
条
の
１
１

揚
貨
装
置
又
は
起
重
機
を
用
い
て
、
巻
出
索
又
は
引
込
索
に
よ
り
荷
を
引
い

て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
索
の
内
角
側
で
あ
つ
て
、
当
該
索
又
は
み
ぞ
車
が

脱
落
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
箇
所
に
労

働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

使
用
者

労
働
者

46
2条

1

揚
貨
装
置
等
を
用
い
て
、
フ
ツ
ク
付
き
ス
リ
ン
グ
に
よ
り
ド
ラ
ム
か
ん
、
た

る
等
の
荷
の
巻
上
げ
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
ド
ラ
ム
ス
リ
ン
グ
そ
の
他

当
該
荷
が
は
ず
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
構
造
の
フ
ツ
ク
付
き
ス
リ
ン
グ
を
使
用

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

１
６
４
条
の
１
２

揚
貨
装
置
又
は
起
重
機
を
用
い
て
、
フ
ッ
ク
付
き
ス
リ
ン
グ
に
よ
り
ド
ラ
ム

か
ん
、
た
る
等
の
荷
の
巻
上
げ
の
作
業
を
行
な
う
場
合
に
は
、
ド
ラ
ム
ス
リ

ン
グ
そ
の
他
当
該
荷
が
は
ず
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
構
造
の
フ
ッ
ク
付
き
ス
リ

ン
グ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

労
働
者

46
3条

1
1

揚
貨
装
置
等
を
用
い
て
、
綿
花
、
羊
毛
、
コ
ル
ク
等
で
ベ
ー
ル
包
装
に
よ
り

包
装
さ
れ
て
い
る
も
の
の
巻
上
げ
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
労
働
者
に
、

当
該
包
装
に
用
い
ら
れ
て
い
る
帯
鉄
、
ロ
ー
プ
又
は
針
金
に
ス
リ
ン
グ
の
フ

ツ
ク
を
か
け
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

１
６
４
条
の
１
３
１
項

揚
貨
装
置
又
は
起
重
機
を
用
い
て
、
綿
花
、
羊
毛
、
コ
ル
ク
等
で
あ
つ
て

ベ
ー
ル
包
装
に
よ
り
包
装
さ
れ
て
い
る
も
の
の
巻
上
げ
の
作
業
を
行
な
う
場

合
に
は
、
労
働
者
に
、
当
該
包
装
に
用
い
ら
れ
て
い
る
帯
鉄
、
ロ
ー
プ
又
は

針
金
に
ス
リ
ン
グ
の
フ
ッ
ク
を
か
け
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

使
用
者

労
働
者

46
3条

2
前
項
の
帯
鉄
、
ロ
ー
プ
又
は
針
金
に
ス
リ
ン
グ
の
フ
ツ
ク
を
か
け
て
は
な
ら

な
い
。

労
働
者

労
働
者

２
項

前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
の
帯
鉄
、
ロ
ー
プ
又
は
針
金
に

ス
リ
ン
グ
の
フ
ッ
ク
を
か
け
て
は
な
ら
な
い
。

前
項
の
作
業
に
従

事
す
る
労
働
者

前
項
の
作
業
に
従

事
す
る
労
働
者

46
4条

1
1

港
湾
荷
役
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
物
体
の
飛
来
又
は
落
下
に
よ
る
労
働
者

の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
保
護
帽
を
着

用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者

１
２
９
条
の
２

１
項

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
作
業
を
行
な
う
場
合
に
は
、
当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者
に
保
護
帽
を
着
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三

号
及
び
第
四
号
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
物
体
が
飛
来
し
、
又
は
落
下
し
て
当

該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

四
　
港
湾
荷
役
作
業
（
船
舶
に
荷
を
積
み
、
船
舶
か
ら
荷
を
お
ろ
し
、
又
は

船
舶
に
お
い
て
荷
を
移
動
さ
せ
る
作
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

使
用
者

労
働
者

46
4条

2
前
項
の
保
護
帽
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

２
項

前
項
各
号
に
揚
げ
る
作
業
（
同
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合

に
お
け
る
第
三
号
及
び
第
四
号
の
作
業
を
除
く
。
）
に
従
事
す
る

労
働
者
は
、
保
護
帽
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

46
5条

1

揚
貨
装
置
を
用
い
て
、
荷
の
巻
上
げ
又
は
巻
卸
し
の
作
業
を
行
な
う
と
き

は
、
当
該
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
揚
貨
装
置
の
作
動
状
態
に
つ
い
て
点
検

し
、
異
常
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
労
働
者
に
揚
貨
装
置

を
使
用
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

１
６
４
条
の
１
４

揚
貨
装
置
を
用
い
て
、
荷
の
巻
上
げ
又
は
巻
き
お
ろ
し
の
作
業
を
行
な
う
場

合
に
は
、
当
該
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
揚
貨
装
置
の
作
動
状
態
に
つ
い
て

点
検
し
、
異
常
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
労
働
者
に
揚
貨

装
置
を
使
用
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
 

使
用
者

労
働
者

46
6条

1
揚
貨
装
置
に
そ
の
制
限
荷
重
を
こ
え
る
荷
重
を
か
け
て
使
用
し
て
は
な
ら
な

い
。

事
業
者

労
働
者

１
６
４
条
の
１
５

揚
貨
装
置
に
そ
の
制
限
荷
重
を
こ
え
て
荷
重
を
か
け
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

 
使
用
者

労
働
者

46
7条

1
1

揚
貨
装
置
を
用
い
て
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
揚
貨
装
置
の
運
転
に
つ
い
て

一
定
の
合
図
を
定
め
、
合
図
を
行
な
う
者
を
揚
貨
装
置
ご
と
に
指
名
し
て
、

そ
の
者
に
合
図
を
行
な
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者
（
荷
掛
け

者
）

１
６
４
条
の
１
６
１
項

揚
貨
装
置
を
用
い
て
作
業
を
行
な
う
場
合
に
は
、
揚
貨
装
置
の
運
転
に
つ
い

て
一
定
の
合
図
を
定
め
、
合
図
を
行
な
う
者
を
揚
貨
装
置
ご
と
に
指
名
し

て
、
そ
の
者
に
合
図
を
行
な
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

揚
貨
機
を
用
い
た
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
（
荷
掛
け
者
）

46
7条

2
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
と
き
は
、
同
項
の
合
図
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

前
項
の
指
名
を
受

け
た
者

労
働
者
（
荷
掛
け

者
）

２
項

前
項
の
指
名
を
受
け
た
者
は
、
同
項
の
作
業
に
従
事
す
る
場
合

に
は
、
同
項
の
合
図
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
指
名
を
受

け
た
者

揚
貨
機
を
用
い
た
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
（
荷
掛
け
者
）

46
7条

3
第
1項

の
合
図
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
1項

の
作
業
に
従

事
す
る
労
働
者

労
働
者
（
荷
掛
け

者
）

３
項

第
一
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
の
合
図
に
従
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
項
の
作
業
に

従
事
す

る
労
働
者

揚
貨
機
を
用
い
た
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
（
荷
掛
け
者
）

46
8条

1
1

揚
貨
装
置
の
運
転
者
を
荷
を
つ
つ
た
ま
ま
作
業
位
置
か
ら
離
れ
さ
せ
て
は
な

ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

46
8条

2
荷
を
つ
つ
た
ま
ま
作
業
位
置
を
離
れ
て
は
な
ら
な
い
。

前
項
の
運
転
者

前
項
の
運
転
者

労
働
者

１
６
４
条
の
１
７

荷
を
つ
つ
た
ま
ま
で
作
業
位
置
を
離
れ
て
は
な
ら
な
い
。

揚
貨
装
置
の
運
転
を
行
な
う
者

労
働
者

46
9条

1
1

揚
貨
装
置
の
玉
掛
け
に
用
い
る
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
安
全
係
数
に
つ
い
て
は
、

六
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

１
６
４
条
の
１
８
１
項

揚
貨
装
置
の
玉
掛
け
に
使
用
す
る
鋼
索
又
は
鎖
の
安
全
係
数
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
六
以
上
又
は
五
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

労
働
者

46
9条

2
1

ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
切
断
荷
重
の
値
を
、
当
該
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
に
か
か
る
荷
重

の
最
大
の
値
で
除
し
た
値
と
す
る
。

事
業
者

前
項
の
安
全
係
数

労
働
者

２
項

前
項
の
安
全
係
数
は
、
鋼
索
又
は
鎖
の
切
断
荷
重
の
値
を
、
当
該
鋼

索
又
は
鎖
に
か
か
る
荷
重
の
最
大
の
値
で
除
し
た
値
と
す
る
。

使
用
者

前
項
の
安
全
係
数

労
働
者

46
9条

の
2

1
1

揚
貨
装
置
の
玉
掛
け
に
用
い
る
鎖
の
安
全
係
数
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
鎖
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
値
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
鎖
　
四

イ
　
切
断
荷
重
の
二
分
の
一
の
荷
重
で
引
つ
張
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

伸
び
が
〇
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
そ
の
引
張
強
さ
の
値
が
四
百
ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上

で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
伸
び
が
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
引
張
強
さ
の
値

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
以
上
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

引
張
強
さ
（
単
位
　
ニ
ュ
ー
ト
ン
毎
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
　
伸
び
（
単
位

パ
ー
セ
ン
ト
）

　
四
百
以
上
六
百
三
十
未
満
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
十

　
六
百
三
十
以
上
千
未
満
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
七

　
千
以
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
五

二
　
前
号
に
該
当
し
な
い
鎖
　
五

事
業
者

労
働
者

46
9条

の
2

2
1

鎖
の
切
断
荷
重
の
値
を
、
当
該
鎖
に
か
か
る
荷
重
の
最
大
の
値
で
除
し
た
値
と
す
る
。

事
業
者

前
項
の
安
全
係
数

労
働
者

47
0条

1
1

揚
貨
装
置
の
玉
掛
け
に
用
い
る
フ
ツ
ク
又
は
シ
ヤ
ツ
ク
ル
の
安
全
係
数
に
つ

い
て
は
、
五
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

１
６
４
条
の

１
８
の
２

揚
貨
装
置
の
玉
掛
け
に
使
用
す
る
フ
ツ
ク
又
は
シ
ヤ
ツ
ク
ル
の
安
全
係
数
に

つ
い
て
は
、
五
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

労
働
者

47
0条

2
1

フ
ツ
ク
又
は
シ
ヤ
ツ
ク
ル
の
切
断
荷
重
の
値
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
フ
ツ
ク
又

は
シ
ヤ
ツ
ク
ル
に
か
か
る
荷
重
の
最
大
の
値
で
除
し
た
値
と
す
る
。

事
業
者

前
項
の
安
全
係
数

労
働
者

前
項
の
安
全
係
数
は
、
フ
ツ
ク
又
は
シ
ヤ
ツ
ク
ル
の
切
断
荷
重
の
値
を
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
フ
ツ
ク
又
は
シ
ヤ
ツ
ク
ル
に
か
か
る
荷
重
の
最
大
の
値
で
除
し

た
値
と
す
る
。

使
用
者

前
項
の
安
全
係
数

労
働
者

47
1条

1

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
を
揚
貨
装
置
の
玉
掛
け

に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
一
よ
り
の
間
に
お
い
て
素
線
（
フ
イ
ラ
線
を
除
く
。
以

下
本
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
素
線
が
切
断
し

て
い
る
も
の

二
　
直
径
の
減
少
が
公
称
径
の
七
パ
ー
セ
ン
ト
を
こ
え
る
も
の

三
　
キ
ン
ク
し
た
も
の

四
　
著
し
い
形
く
ず
れ
又
は
腐
食
が
あ
る
も
の

事
業
者

労
働
者

１
６
４
条
の
１
９

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
鋼
索
を
揚
貨
装
置
の
玉
掛
け
に
使
用
し
て
は
な

ら
な
い
。

一
　
鋼
索
一
よ
り
の
間
に
お
い
て
素
線
（
フ
イ
ラ
線
を
除
く
。
以
下
本
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
数
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
素
線
が
切
断
し
て
い
る
も

の 二
　
直
径
の
減
少
が
公
称
径
の
七
パ
ー
セ
ン
ト
を
こ
aえ

る
も
の

三
　
キ
ン
ク
し
た
も
の

四
　
著
し
い
形
く
ず
れ
又
は
著
し
い
腐
食
が
あ
る
も
の

使
用
者

労
働
者

－2929－



安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

47
2条

1

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
鎖
を
揚
貨
装
置
の
玉
掛
け
に
使
用
し
て

は
な
ら
な
い
。

一
　
伸
び
が
、
当
該
鎖
が
製
造
さ
れ
た
と
き
の
長
さ
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
こ

え
る
も
の

二
　
リ
ン
ク
の
断
面
の
直
径
の
減
少
が
、
当
該
鎖
が
製
造
さ
れ
た
と
き
の
当

該
リ
ン
ク
の
断
面
の
直
径
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
こ
え
る
も
の

三
　
き
裂
が
あ
る
も
の

事
業
者

労
働
者

１
６
４
条
の
２
０

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
鎖
を
揚
貨
装
置
の
玉
掛
け
に
使
用
し
て
は
な
ら

な
い
。

一
　
伸
び
が
、
当
該
鎖
が
製
造
さ
れ
た
と
き
の
長
さ
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
こ

え
る
も
の

二
　
リ
ン
ク
の
断
面
の
直
径
の
減
少
が
、
当
該
鎖
が
製
造
さ
れ
た
と
き
の
当

該
リ
ン
ク
の
断
面
の
直
径
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
こ
え
る
も
の

使
用
者

労
働
者

47
3条

1
変
形
し
、
又
は
き
裂
が
あ
る
フ
ツ
ク
、
シ
ヤ
ツ
ク
ル
又
は
リ
ン
グ
を
揚
貨
装

置
の
玉
掛
け
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

１
６
４
条
の
２
１

変
形
し
又
は
き
裂
が
あ
る
フ
ッ
ク
、
シ
ヤ
ッ
ク
ル
又
は
リ
ン
グ
を
揚
貨
装
置

の
玉
掛
け
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

使
用
者

労
働
者

47
4条

1

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
繊
維
ロ
ー
プ
又
は
繊
維
ベ
ル
ト
を
揚
貨

装
置
の
玉
掛
け
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
ス
ト
ラ
ン
ド
が
切
断
し
て
い
る
も
の

二
　
著
し
い
損
傷
又
は
腐
食
が
あ
る
も
の

事
業
者

労
働
者

１
６
４
条
の
２
１

の
２

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
繊
維
ロ
ー
プ
又
は
繊
維
ベ
ル
ト
を
揚
貨
装
置
の

玉
掛
け
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
ス
ト
ラ
ン
ド
が
切
断
し
て
い
る
も
の

二
　
著
し
い
損
傷
又
は
著
し
い
腐
食
が
あ
る
も
の

使
用
者

労
働
者

47
5条

1
1

エ
ン
ド
レ
ス
で
な
い
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
又
は
鎖
に
つ
い
て
は
、
そ
の
両
端
に
フ

ツ
ク
、
シ
ヤ
ツ
ク
ル
、
リ
ン
グ
又
は
ア
イ
を
備
え
て
い
る
も
の
で
な
け
れ

ば
、
揚
貨
装
置
の
玉
掛
け
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

１
６
４
条
の
２
１

の
３

１
項

エ
ン
ド
レ
ス
で
な
い
鋼
索
又
は
鎖
に
つ
い
て
は
、
そ
の
両
端
に
フ
ツ
ク
、
シ

ヤ
ツ
ク
ル
、
リ
ン
グ
又
は
ア
イ
を
備
え
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
揚
貨
装

置
の
玉
掛
け
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

使
用
者

労
働
者

47
5条

2
1

ア
イ
ス
プ
ラ
イ
ス
若
し
く
は
圧
縮
ど
め
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
強
さ
を

保
持
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
ア
イ
ス
プ
ラ
イ
ス
は
、
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
す
べ
て
の
ス
ト
ラ
ン
ド
を
三

回
以
上
編
み
込
ん
だ
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
ト
ラ
ン
ド
の
素
線
の
半
数
の
素
線

を
切
り
、
残
さ
れ
た
素
線
を
さ
ら
に
二
回
以
上
（
す
べ
て
の
ス
ト
ラ
ン
ド
を

四
回
以
上
編
み
込
ん
だ
と
き
は
、
一
回
以
上
）
編
み
込
む
も
の
と
す
る
。

事
業
者

前
項
の
ア
イ

労
働
者

２
項

前
項
の
ア
イ
は
、
ア
イ
ス
プ
ラ
イ
ス
若
し
く
は
圧
縮
ど
め
又
は
こ
れ
ら
と
同

等
以
上
の
強
さ
を
保
持
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
ア
イ
ス
プ
ラ
イ
ス
は
、
鋼
索
の
す
べ
て
の
ス
ト
ラ
ン
ド

を
三
回
以
上
編
み
込
ん
だ
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
ト
ラ
ン
ド
の
素
線
の
半
数
の

素
線
を
切
り
、
残
さ
れ
た
素
線
を
さ
ら
に
二
回
以
上
（
す
べ
て
の
ス
ト
ラ
ン

ド
を
四
回
以
上
編
み
込
ん
だ
場
合
に
は
一
回
以
上
）
編
み
込
む
も
の
と
す

る
。

使
用
者

前
項
の
ア
イ

労
働
者

47
6条

1

揚
貨
装
置
を
用
い
て
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る

前
に
、
当
該
作
業
に
用
い
る
フ
ツ
ク
付
き
ス
リ
ン
グ
、
も
つ
こ
ス
リ
ン
グ
、

ワ
イ
ヤ
ス
リ
ン
グ
等
の
ス
リ
ン
グ
の
状
態
に
つ
い
て
点
検
し
、
異
常
を
認
め

た
と
き
は
、
直
ち
に
、
補
修
し
、
又
は
取
り
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

１
６
４
条
の
２
２

揚
貨
装
置
を
用
い
て
作
業
を
行
な
う
場
合
に
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す

る
前
に
、
当
該
作
業
に
使
用
す
る
フ
ッ
ク
付
き
ス
リ
ン
グ
、
も
つ
こ
ス
リ
ン

グ
、
ワ
イ
ヤ
ス
リ
ン
グ
等
の
ス
リ
ン
グ
の
状
態
に
つ
い
て
点
検
し
、
異
常
を

認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
補
修
し
又
は
取
り
換
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

労
働
者

47
7条

1
1

伐
木
の
作
業
（
伐
木
等
機
械
に
よ
る
作
業
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う

と
き
は
、
立
木
を
伐
倒
し
よ
う
と
す
る
労
働
者
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
木
に
つ

い
て
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
伐
倒
の
際
に
退
避
す
る
場
所
を
、
あ
ら
か
じ
め
、
選
定
す
る
こ
と
。

二
　
か
ん
木
、
枝
条
、
つ
る
、
浮
石
等
で
、
伐
倒
の
際
そ
の
他
作
業
中
に
危

険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
を
取
り
除
く
こ
と
。

三
　
伐
倒
し
よ
う
と
す
る
立
木
の
胸
高
直
径
が
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

で
あ
る
と
き
は
、
伐
根
直
径
の
四
分
の
一
以
上
の
深
さ
の
受
け
口
を
作
り
、

か
つ
、
適
当
な
深
さ
の
追
い
口
を
作
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
技
術

的
に
困
難
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
受
け
口
と
追
い
口
の
間
に
は
、
適
当
な
幅

の
切
り
残
し
を
確
保
す
る
こ
と
。

事
業
者

立
木
を
伐
倒
し
よ

う
と
す
る
労
働
者

１
６
５
条

１
項

伐
木
の
作
業
を
行
な
う
場
合
に
は
、
立
木
を
伐
倒
し
よ
う
と
す
る
労
働
者

に
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
立
木
に
つ
い
て
、
左
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
行
な
わ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
伐
倒
の
際
に
退
避
す
る
場
所
を
、
あ
ら
か
じ
め
、
選
定
す
る
こ
と
。

二
　
か
ん
木
、
枝
条
、
つ
る
、
浮
石
等
で
あ
つ
て
、
伐
倒
の
際
そ
の
他
作
業

中
に
危
害
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
を
取
り
除
く
こ
と
。

三
　
伐
倒
し
よ
う
と
す
る
立
木
の
胸
＃
直
径
が
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

で
あ
る
と
き
は
、
伐
根
直
径
の
四
分
の
一
以
上
の
深
さ
の
受
け
口
を
つ
く
る

こ
と
。

使
用
者

立
木
を
伐
倒
し
よ

う
と
す
る
労
働
者

47
7条

2
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

立
木
を
伐
倒
し
よ

う
と
す
る
労
働
者

立
木
を
伐
倒
し
よ

う
と
す
る
労
働
者

２
項

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

立
木
を
伐
倒
し
よ

う
と
す
る
労
働
者

立
木
を
伐
倒
し
よ

う
と
す
る
労
働
者

47
8条

1
1

伐
木
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
既
に
か
か
り
木
が
生
じ
て
い
る
場
合

又
は
か
か
り
木
が
生
じ
た
場
合
は
、
速
や
か
に
当
該
か
か
り
木
を
処
理
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
速
や
か
に
処
理
す
る
こ
と
が
困
難
な
と
き

は
、
速
や
か
に
当
該
か
か
り
木
が
激
突
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が

生
ず
る
箇
所
に
お
い
て
、
当
該
処
理
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
以
外
の
労

働
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
縄
張
、
標
識
の
設
置

等
の
措
置
に
よ
つ
て
明
示
し
た
後
、
遅
滞
な
く
、
処
理
す
る
こ
と
を
も
つ
て

足
り
る
。

事
業
者

労
働
者

47
8条

2
1

前
項
の
規
定
に
基
づ
き
労
働
者
に
か
か
り
木
の
処
理
を
行
わ
せ
る
場
合
は
、

か
か
り
木
が
激
突
す
る
こ
と
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
か
か
り
木
に

か
か
ら
れ
て
い
る
立
木
を
伐
倒
さ
せ
、
又
は
か
か
り
木
に
激
突
さ
せ
る
た
め

に
か
か
り
木
以
外
の
立
木
を
伐
倒
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

47
8条

3
か
か
り
木
が
激
突
す
る
こ
と
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
か
か
り
木
に

か
か
ら
れ
て
い
る
立
木
を
伐
倒
し
、
又
は
か
か
り
木
に
激
突
さ
せ
る
た
め
に

か
か
り
木
以
外
の
立
木
を
伐
倒
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
一
項
の
処
理
の

作
業
に
従
事
す
る

労
働
者

労
働
者

47
9条

1
1

伐
木
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
伐
倒
に
つ
い
て
一
定
の
合
図
を
定
め
、
当

該
作
業
に
関
係
が
あ
る
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

当
該
作
業
に
関
係

の
あ
る
労
働
者

１
６
６
条

伐
木
の
作
業
を
行
な
う
場
合
に
は
、
伐
倒
に
つ
い
て
一
定
の
合
図
を
定
め
、

当
該
作
業
に
関
係
が
あ
る
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

伐
倒
の
作
業
に
関

係
が
あ
る
労
働
者

47
9条

2
1

伐
木
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
立
木
の
伐
倒
の
作
業
に
従
事
す

る
労
働
者
以
外
の
労
働
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
百
八
十
一
条
第
二
項
に

お
い
て
「
他
の
労
働
者
」
と
い
う
。
）
に
、
伐
倒
に
よ
り
危
険
を
生
ず
る
お

そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
立
木
の
伐
倒
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
、

あ
ら
か
じ
め
、
前
項
の
合
図
を
行
わ
せ
、
他
の
労
働
者
が
避
難
し
た
こ
と
を

確
認
さ
せ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
伐
倒
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

事
業
者

他
の
労
働
者

伐
木
の
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
立
木
の
伐
倒
の
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者
以
外
の
労
働
者
（
以
下
本
条
に
お
い
て
「
他
の
労
働
者
」
と
い

う
。
）
に
伐
倒
に
よ
る
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
立
木

の
伐
倒
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
前
項
の
合
図
を
行

な
わ
せ
、
他
の
労
働
者
が
避
難
し
た
こ
と
を
確
認
さ
せ
た
後
で
な
け
れ
ば
、

伐
倒
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

使
用
者

他
の
労
働
者

47
9条

3
前
項
の
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
合
図
を
行

な
い
、
他
の
労
働
者
が
避
難
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
伐
倒

し
て
は
な
ら
な
い
。

伐
倒
の
作
業
に
従

事
す
る
労
働
者

他
の
労
働
者

前
項
の
伐
倒
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
の
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
合
図
を
行
な
い
、
他
の
労
働
者
が
避

難
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
伐
倒
し
て
は
な
ら
な
い
。

伐
倒
の
作
業
に
従

事
す
る
労
働
者

他
の
労
働
者

48
0条

1
1

造
材
の
作
業
（
伐
木
等
機
械
に
よ
る
作
業
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う

と
き
は
、
転
落
し
、
又
は
滑
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働

者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
伐
倒
木
、
玉
切
材
、
枯
損
木
等
の
木
材

に
つ
い
て
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
、
く
い
止
め
、
歯
止
め
等
こ

れ
ら
の
木
材
が
転
落
し
、
又
は
滑
る
こ
と
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の

措
置
を
講
じ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者

１
６
７
条

１
項

造
材
の
作
業
を
行
な
う
場
合
に
は
、
転
落
し
、
又
は
す
べ
る
こ
と
に
よ
り
、

当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
伐
倒
木
、

玉
切
材
、
枯
損
木
等
の
木
材
に
つ
い
て
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者

に
、
く
い
止
め
、
歯
止
め
等
こ
れ
ら
の
木
材
が
転
落
し
、
又
は
す
べ
る
こ
と

に
よ
る
危
害
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

造
材
の
作
業
に
従

事
す
る
労
働
者

48
0条

2
前
項
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
作
業
に
従

事
す
る
労
働
者

労
働
者

２
項

　
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

造
材
の
作
業
に
従

事
す
る
労
働
者

造
材
の
作
業
に
従

事
す
る
労
働
者

48
1条

1
1

造
林
、
伐
木
、
か
か
り
木
の
処
理
、
造
材
又
は
木
寄
せ
の
作
業
（
車
両
系
木

材
伐
出
機
械
に
よ
る
作
業
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
造
林
等
の
作

業
」
と
い
う
。
）
を
行
つ
て
い
る
場
所
の
下
方
で
、
伐
倒
木
、
玉
切
材
、
枯

損
木
等
の
木
材
が
転
落
し
、
又
は
滑
る
こ
と
に
よ
る
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ

の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

１
６
８
条

造
林
、
伐
木
、
造
材
、
木
寄
せ
又
は
修
 羅
 に
よ
る
集
材
若
し
く
は
運
材

の
作
業
を
行
な
つ
て
い
る
場
所
の
下
方
で
あ
つ
て
、
伐
倒
木
、
玉
切
材
、

枯
損
木
等
の
木
材
が
転
落
し
、
又
は
す
べ
る
こ
と
に
よ
り
、
危
害
を
及
ぼ
す

お
そ
れ
が
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。
 

使
用
者

労
働
者

48
1条

2
1

伐
木
の
作
業
を
行
う
場
合
は
、
伐
倒
木
等
が
激
突
す
る
こ
と
に
よ
る
危
険
を

防
止
す
る
た
め
、
伐
倒
し
よ
う
と
す
る
立
木
を
中
心
と
し
て
、
当
該
立
木
の

高
さ
の
二
倍
に
相
当
す
る
距
離
を
半
径
と
す
る
円
形
の
内
側
に
は
、
他
の
労

働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

事
業
者

他
の
労
働
者

－2930－



安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

48
1条

3
1

か
か
り
木
の
処
理
の
作
業
を
行
う
場
合
は
、
か
か
り
木
が
激
突
す
る
こ
と
に

よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
当
該
か
か
り

木
の
処
理
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
以
外
の
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は

な
ら
な
い
。

事
業
者

当
該
か
か
り
木
の

処
理
の
作
業
に
従

事
す
る
労
働
者
以

外
の
労
働
者

48
3条

1

強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
造
林
等
の
作
業
の
実
施
に
つ
い

て
危
険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
て
は
な

ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

１
７
０
条

強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
造
林
、
伐
木
、
造
材
、
木
寄

せ
又
は
修
羅
に
よ
る
集
材
若
し
く
は
運
材
の
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危
険

が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な

い
。
 

使
用
者

労
働
者

48
4条

1
1

造
林
等
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
物
体
の
飛
来
又
は
落
下
に
よ
る
労
働
者

の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
保
護
帽
を
着

用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者

昭
和
３
６
年
3月

8日
改
正
に
よ
る

旧
安
衛
則
１
２
９

条
の
２

１
項

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
作
業
を
行
な
う
場
合
に
は
、
当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者
に
保
護
帽
を
着
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三

号
及
び
第
四
号
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
物
体
が
飛
来
し
、
又
は
落
下
し
て
当

該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

四
　
造
林
、
伐
木
、
造
材
、
集
材
、
運
材
索
道
に
よ
る
運
材
又
は
機
械
集
材

装
置
若
し
く
は
運
材
索
道
の
組
立
て
若
し
く
は
解
体
の
作
業

使
用
者

当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者

後
の
安
衛
則
改
正
に
よ
り
、
一
旦
削
除
さ
れ
て
い
る
が
、

現
行
安
衛
則
で
同
趣
旨
の
条
項
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

48
4条

2
保
護
帽
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
作
業
に
従

事
す
る
労
働
者

前
項
の
作
業
に
従

事
す
る
労
働
者

２
項

前
項
各
号
に
揚
げ
る
作
業
（
同
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け

る
第
三
号
及
び
第
四
号
の
作
業
を
除
く
。
）
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、

保
護
帽
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

作
業
に
従
事
す
る

労
働
者

作
業
に
従
事
す
る

労
働
者

48
5条

1
1

チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
を
用
い
て
行
う
伐
木
の
作
業
又
は
造
材
の
作
業
を
行
う
と
き

は
、
労
働
者
の
下
肢
と
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
の
ソ
ー
チ
ェ
ー
ン
と
の
接
触
に
よ
る

危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
下
肢
の
切
創
防

止
用
保
護
衣
（
次
項
に
お
い
て
「
保
護
衣
」
と
い
う
。
）
を
着
用
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者

48
5条

2
保
護
衣
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
作
業
に
従

事
す
る
労
働
者

前
項
の
作
業
に
従

事
す
る
労
働
者

51
7条

の
2

1
1

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
五
号
の
二
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
作
業
計
画
を
定
め
、
か
つ
、
当
該
作
業
計
画
に
よ
り
作
業
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

51
7条

の
2

2
1

作
業
計
画
は
、
次
の
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

墜
落
に
関
し
て
の

み

51
7条

の
2

3
1

第
一
項
の
作
業
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
前
項
各
号
の
事
項
に
つ
い
て
関
係

労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

関
係
労
働
者

51
7条

の
3

1

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
五
号
の
二
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
を
行
う
区
域
内
に
は
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
の
立
入
り
を

禁
止
す
る
こ
と
。

二
　
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危

険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
を
中
止
す
る
こ
と
。

三
　
材
料
、
器
具
、
工
具
等
を
上
げ
、
又
は
下
す
と
き
は
、
つ
り
綱
、
つ
り

袋
等
を
労
働
者
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

事
業
者

関
係
労
働
者
以
外

の
労
働
者
（
立
ち

入
り
禁
止
）

労
働
者

51
7条

の
4

令
第
六
条
第
十
五
号
の
三
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
建
築
物
等
の
鉄
骨
の
組
立

て
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
建
築
物
等
の
鉄

骨
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

51
7条

の
5

建
築
物
等
の
鉄
骨
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

51
7条

の
6

1
1

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
五
号
の
三
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
作
業
計
画
を
定
め
、
か
つ
、
当
該
作
業
計
画
に
よ
り
作
業
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

51
7条

の
6

2
1

作
業
計
画
は
、
次
の
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

墜
落
に
関
し
て
の

み

51
7条

の
6

3
1

第
一
項
の
作
業
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
前
項
各
号
の
事
項
に
つ
い
て
関
係

労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

関
係
労
働
者

51
7条

の
7

1

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
五
号
の
三
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
を
行
う
区
域
内
に
は
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
の
立
入
り
を

禁
止
す
る
こ
と
。

二
　
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危

険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
を
中
止
す
る
こ
と
。

三
　
材
料
、
器
具
、
工
具
等
を
上
げ
、
又
は
下
ろ
す
と
き
は
、
つ
り
綱
、
つ

り
袋
等
を
労
働
者
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

四
　
部
材
又
は
架
設
用
設
備
の
落
下
又
は
倒
壊
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及

ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
控
え
の
設
置
、
部
材
又
は
架
設
用
設
備
の
座

屈
又
は
変
形
の
防
止
の
た
め
の
補
強
材
の
取
付
け
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。

事
業
者

関
係
労
働
者
以
外

の
労
働
者

51
7条

の
8

令
第
六
条
第
十
五
号
の
三
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
建
築
物
等
の
鉄
骨
の
組
立

て
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
建
築
物
等
の
鉄

骨
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

51
7条

の
9

建
築
物
等
の
鉄
骨
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

51
7条

の
10

1

令
第
六
条
第
十
五
号
の
三
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
物
体
の
飛
来
又
は
落
下

に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者

に
保
護
帽
を
着
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者

51
7条

の
11

1

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
五
号
の
四
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
を
行
う
区
域
内
に
は
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
の
立
入
り
を

禁
止
す
る
こ
と
。

二
　
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危

険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
を
中
止
す
る
こ
と
。

三
　
材
料
、
器
具
、
工
具
等
を
上
げ
、
又
は
下
ろ
す
と
き
は
、
つ
り
綱
、
つ

り
袋
等
を
労
働
者
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

事
業
者

関
係
労
働
者
以
外

の
労
働
者

51
7条

の
12

令
第
六
条
第
十
五
号
の
四
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
木
造
建
築
物
の
組
立
て
等

作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
木
造
建
築
物
の
組
立

て
等
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

51
7条

の
13

木
造
建
築
物
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
に
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

－2931－



安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

51
7条

の
14

1
1

令
第
六
条
第
十
五
号
の
五
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
工
作
物
の
倒
壊
、
物
体

の
飛
来
又
は
落
下
等
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ

め
、
当
該
工
作
物
の
形
状
、
き
裂
の
有
無
、
周
囲
の
状
況
等
を
調
査
し
、
当

該
調
査
に
よ
り
知
り
得
た
と
こ
ろ
に
適
応
す
る
作
業
計
画
を
定
め
、
か
つ
、

当
該
作
業
計
画
に
よ
り
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

51
7条

の
14

2
1

前
項
の
作
業
計
画
は
、
次
の
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

事
業
者

51
7条

の
14

3
1

第
一
項
の
作
業
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
前
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
事
項

に
つ
い
て
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

関
係
労
働
者

51
7条

の
15

1

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
五
号
の
五
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
を
行
う
区
域
内
に
は
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
の
立
入
り
を

禁
止
す
る
こ
と
。

二
　
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危

険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
を
中
止
す
る
こ
と
。

三
　
器
具
、
工
具
等
を
上
げ
、
又
は
下
ろ
す
と
き
は
、
つ
り
綱
、
つ
り
袋
等

を
労
働
者
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

事
業
者

関
係
労
働
者
以
外

の
労
働
者

51
7条

の
16

1
1

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
五
号
の
五
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
外

壁
、
柱
等
の
引
倒
し
等
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
引
倒
し
等
に
つ
い
て
一
定

の
合
図
を
定
め
、
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

関
係
労
働
者

51
7条

の
16

2
1

前
項
の
引
倒
し
等
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
引
倒
し
等
の
作
業

に
従
事
す
る
労
働
者
以
外
の
労
働
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
他
の
労
働

者
」
と
い
う
。
）
に
引
倒
し
等
に
よ
り
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き

は
、
当
該
引
倒
し
等
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
同
項

の
合
図
を
行
わ
せ
、
他
の
労
働
者
が
避
難
し
た
こ
と
を
確
認
さ
せ
た
後
で
な

け
れ
ば
、
当
該
引
倒
し
等
の
作
業
を
行
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

事
業
者

他
の
労
働
者

51
7条

の
16

3
前
項
の
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
合
図
を
行

い
、
他
の
労
働
者
が
避
難
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
引

倒
し
等
の
作
業
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。

引
倒
し
等
の
作
業

に
従
事
す
る
労
働

者
他
の
労
働
者

51
7条

の
17

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
五
号
の
五
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
の
工
作
物
の
解
体
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か

ら
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
工
作
物
の
解
体
等
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

51
7条

の
18

事
業
者

労
働
者

51
7条

の
19

1
1

令
第
六
条
第
十
五
号
の
五
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
物
体
の
飛
来
又
は
落
下

に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者

に
保
護
帽
を
着
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者

51
7条

の
19

2
令
第
六
条
第
十
五

号
の
五
の
作
業
に

従
事
す
る
労
働
者

51
7条

の
20

1
1

令
第
六
条
第
十
六
号
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
作
業
計
画
を

定
め
、
か
つ
、
当
該
作
業
計
画
に
よ
り
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

51
7条

の
20

2
1

作
業
計
画
は
、
次
の
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

51
7条

の
20

3
1

第
一
項
の
作
業
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
前
項
各
号
の
事
項
に
つ
い
て
関
係

労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

関
係
労
働
者

51
7条

の
21

1

令
第
六
条
第
十
六
号
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
作
業
を
行
う
区
域
内
に
は
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
の
立
入
り
を

禁
止
す
る
こ
と
。

二
　
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危

険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
を
中
止
す
る
こ
と
。

三
　
材
料
、
器
具
、
工
具
類
等
を
上
げ
、
又
は
下
ろ
す
と
き
は
、
つ
り
綱
、

つ
り
袋
等
を
労
働
者
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

四
　
部
材
又
は
架
設
用
設
備
の
落
下
又
は
倒
壊
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及

ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
控
え
の
設
置
、
部
材
又
は
架
設
用
設
備
の
座

屈
又
は
変
形
の
防
止
の
た
め
の
補
強
材
の
取
付
け
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。

事
業
者

関
係
労
働
者
以
外

の
労
働
者

51
7条

の
22

令
第
六
条
第
十
六
号
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
架
設
等
作
業

主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
架
設
等

作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

51
7条

の
23

コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
架
設
等
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

51
7条

の
24

1
1

令
第
六
条
第
十
六
号
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
物
体
の
飛
来
又
は
落
下
に
よ

る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
保

護
帽
を
着
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者

51
7条

の
24

2
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
の
保
護
帽
を
着
用
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

令
第
六
条
第
十
六

号
の
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者

51
8条

1
1

高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
箇
所
（
作
業
床
の
端
、
開
口
部
等
を
除
く
。
）

で
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
墜
落
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お

そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
足
場
を
組
み
立
て
る
等
の
方
法
に
よ
り
作
業
床
を
設

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

51
8条

2
1

前
項
の
規
定
に
よ
り
作
業
床
を
設
け
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、
防
網
を
張

り
、
労
働
者
に
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
使
用
さ
せ
る
等
墜
落
に
よ
る

労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

51
9条

1
1

さ
が
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
作
業
床
の
端
、
開
口
部
等
で
墜
落
に
よ
り
労
働
者

に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
は
、
囲
い
、
手
す
り
、
覆
い
等

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
囲
い
等
」
と
い
う
。
）
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

事
業
者

労
働
者

11
1条

物
品
揚
卸
口
、
ピ
ツ
ト
、
煮
沸
そ
う
、
車
軸
道
、
作
業
床
の
端
若
し
く
は
開

口
部
、
た
て
坑
又
は
四
十
度
以
上
の
斜
坑
の
坑
口
及
び
こ
れ
が
他
の
坑
道
と

交
わ
る
場
所
並
び
に
井
戸
、
船
の
そ
う
口
そ
の
他
労
働
者
が
就
業
中
又
は
通

行
の
際
に
、
墜
落
の
危
險
が
あ
る
個
所
に
は
囲
、
手
す
り
、
覆
等
の
設
備
を

設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
常
時
監
視
人
を
置
く
等
適
当
な
措
置
を

講
ず
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

明
記
な
し

労
働
者

－2932－
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20 (1
)

20 (2
)
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21 ②
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22 (2
)

22 (4
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23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

51
9条

2
1

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
囲
い
等
を
設
け
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
と
き
又
は

作
業
の
必
要
上
臨
時
に
囲
い
等
を
取
り
は
ず
す
と
き
は
、
防
網
を
張
り
、
労

働
者
に
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
使
用
さ
せ
る
等
墜
落
に
よ
る
労
働
者

の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

11
2条

1項

た
て
坑
内
、
井
戸
、
四
十
度
以
上
の
斜
面
、
や
ぐ
ら
、
塔
、
電
柱
、
架
空
索

道
の
支
柱
、
つ
り
足
場
等
墜
落
の
危
險
が
あ
る
場
所
で
、
労
働
者
を
作
業
さ

せ
る
場
合
に
は
、
腰
綱
を
使
用
さ
せ
、
又
は
他
の
適
当
な
墜
落
防
止
の
方
法

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

明
記
な
し

労
働
者

52
0条

第
五
百
十
八
条
第
二
項
及
び
前
条
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
要
求
性
能
墜

落
制
止
用
器
具
等
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い

労
働
者

労
働
者

11
2条

2項
労
働
者
は
、
前
項
の
防
止
方
法
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

52
1条

1
1

高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
箇
所
で
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
労
働
者

に
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
要
求
性
能
墜
落

制
止
用
器
具
等
を
安
全
に
取
り
付
け
る
た
め
の
設
備
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

52
1条

2
1

労
働
者
に
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
要
求
性

能
墜
落
制
止
用
器
具
等
及
び
そ
の
取
付
け
設
備
等
の
異
常
の
有
無
に
つ
い

て
、
随
時
点
検
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

52
2条

1

高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
箇
所
で
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
強

風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
当
該
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危
険

が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な

い
。

事
業
者

労
働
者

52
3条

1
高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
箇
所
で
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
当
該
作
業
を

安
全
に
行
な
う
た
め
必
要
な
照
度
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

52
4条

1

事
業
者
は
、
ス
レ
ー
ト
、
木
毛
板
等
の
材
料
で
ふ
か
れ
た
屋
根
の
上
で
作
業

を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
踏
み
抜
き
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お

そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
幅
が
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
歩
み
板
を
設

け
、
防
網
を
張
る
等
踏
み
抜
き
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

52
5条

1
1

不
用
の
た
て
坑
、
坑
井
又
は
四
十
度
以
上
の
斜
坑
に
は
、
坑
口
の
閉
そ
く
そ

の
他
墜
落
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
を
設
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

52
5条

2
1

不
用
の
坑
道
又
は
坑
内
採
掘
跡
に
は
、
さ
く
、
囲
い
そ
の
他
通
行
し
や
断
の

設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

52
6条

1
1

事
業
者
は
、
高
さ
又
は
深
さ
が
一
・
五
メ
ー
ト
ル
を
こ
え
る
箇
所
で
作
業
を

行
な
う
と
き
は
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
安
全
に
昇
降
す
る
た
め

の
設
備
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
安
全
に
昇
降
す
る
た
め

の
設
備
等
を
設
け
る
こ
と
が
作
業
の
性
質
上
著
し
く
困
難
な
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

52
6条

2
前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
安
全
に
昇

降
す
る
た
め
の
設
備
等
が
設
け
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
設
備
等
を
使
用
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い

前
項
の
作
業
に
従

事
す
る
労
働
者

52
7条

1
移
動
は
し
ご
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
し
た
も
の
で
な
け

れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

11
4条

作
業
用
移
動
は
し
ご
に
は
、
滑
止
裝
置
の
取
付
そ
の
他
轉
倒
を
防
止
す
る
の

に
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

明
記
な
し

明
記
な
し

52
8条

1
脚
立
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
使

用
し
て
は
な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

11
5条

移
動
式
脚
立
は
、
左
の
事
項
を
具
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

明
記
な
し

明
記
な
し

52
9条

1

建
築
物
、
橋
梁
、
足
場
等
の
組
立
て
、
解
体
又
は
変
更
の
作
業
（
作
業
主
任

者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
作
業
を
除
く
。
）
を
行
な
う
場
合
に
お
い

て
、
墜
落
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
次
の

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
を
指
揮
す
る
者
を
指
名
し
て
、
そ
の
者
に
直
接
作
業
を
指
揮
さ
せ

る
こ
と
。

二
　
あ
ら
か
じ
め
、
作
業
の
方
法
及
び
順
序
を
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働

者
に
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

53
0条

1
墜
落
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
関
係
労
働
者

以
外
の
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

事
業
者

関
係
労
働
者
以
外

の
労
働
者

53
1条

1

船
舶
に
よ
り
労
働
者
を
作
業
を
行
な
う
場
所
に
輸
送
す
る
と
き
は
、
船
舶
安

全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
及
び
同
法
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
基

づ
い
て
当
該
船
舶
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
最
大
と
う
載
人
員
を
こ
え
て
労
働

者
を
乗
船
さ
せ
な
い
こ
と
、
船
舶
に
浮
袋
そ
の
他
の
救
命
具
を
備
え
る
こ
と

等
当
該
船
舶
の
転
覆
若
し
く
は
沈
没
又
は
労
働
者
の
水
中
へ
の
転
落
に
よ
る

労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

事
業
者

労
働
者

53
2条

1

水
上
の
丸
太
材
、
網
羽
、
い
か
だ
、
櫓
又
は
櫂
を
用
い
て
運
転
す
る
舟
等
の

上
で
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
水

中
に
転
落
す
る
こ
と
に
よ
り
お
ぼ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
作
業

を
行
な
う
場
所
に
浮
袋
そ
の
他
の
救
命
具
を
備
え
る
こ
と
、
当
該
作
業
を
行

な
う
場
所
の
附
近
に
救
命
の
た
め
の
舟
を
配
置
す
る
こ
と
等
救
命
の
た
め
必

要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者

53
2条

の
2

1

ホ
ツ
パ
ー
又
は
ず
り
び
ん
の
内
部
そ
の
他
土
砂
に
埋
没
す
る
こ
と
等
に
よ
り

労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
所
で
作
業
を
行
わ
せ
て
は
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
労
働
者
に
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
使
用
さ
せ
る
等

当
該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

事
業
者

労
働
者

53
3条

1

労
働
者
に
作
業
中
又
は
通
行
の
際
に
転
落
す
る
こ
と
に
よ
り
火
傷
、
窒
息
等

の
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
煮
沸
槽
、
ホ
ツ
パ
ー
、
ピ
ツ
ト
等
が
あ
る

と
き
は
、
当
該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
必
要
な
箇
所
に
高
さ
が
七
十
五
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
丈
夫
な
さ
く
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
労
働
者
に
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
使
用
さ
せ
る
等
転
落
に
よ
る

労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

事
業
者

労
働
者

53
4条

1

地
山
の
崩
壊
又
は
土
石
の
落
下
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の

あ
る
と
き
は
、
当
該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

11
6条

崩
壞
の
危
險
が
あ
る
地
盤
の
下
で
、
労
働
者
を
作
業
さ
せ
る
場
合
に
は
、
左

の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

明
記
な
し

労
働
者

53
5条

1

坑
内
に
お
け
る
落
盤
、
肌
落
ち
又
は
側
壁
の
崩
壊
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を

及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
支
保
工
を
設
け
、
浮
石
を
取
り
除
く
等
当

該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

53
6条

1
1

三
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
所
か
ら
物
体
を
投
下
す
る
と
き
は
、
適
当
な
投
下
設

備
を
設
け
、
監
視
人
を
置
く
等
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

12
1条

1項
三
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
所
か
ら
物
体
を
投
下
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
適

当
な
投
下
設
備
を
設
け
、
又
は
看
視
人
を
置
く
等
危
害
防
止
の
方
法
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

明
記
な
し

明
記
な
し
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)
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)
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)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

53
6条

2
前
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
三
メ
ー
ト
ル
以

上
の
高
所
か
ら
物
体
を
投
下
し
て
は
な
ら
な
い
。

労
働
者

明
記
な
し

12
1条

2項
前
項
の
方
法
に
よ
ら
な
い
で
、
三
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
所
か
ら
物
体
を
投
下

し
て
は
な
ら
な
い
。

労
働
者

明
記
な
し

53
7条

1

作
業
の
た
め
物
体
が
落
下
す
る
こ
と
に
よ
り
、
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お

そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
防
網
の
設
備
を
設
け
、
立
入
区
域
を
設
定
す
る
等
当

該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

12
2条

作
業
の
た
め
物
体
が
落
下
又
は
飛
來
し
て
危
險
が
あ
る
場
合
に
は
、
防
網
の

設
備
、
立
入
区
域
の
設
定
そ
の
他
適
当
な
危
害
防
止
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

53
8条

1

作
業
の
た
め
物
体
が
飛
来
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
の
あ
る
と
き
は
、
飛
来
防
止
の
設
備
を
設
け
、
労
働
者
に
保
護
具
を
使
用

さ
せ
る
等
当
該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

事
業
者

労
働
者

53
9条

1
1

船
台
の
附
近
、
高
層
建
築
場
等
の
場
所
で
、
そ
の
上
方
に
お
い
て
他
の
労
働

者
が
作
業
を
行
な
つ
て
い
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
物

体
の
飛
来
又
は
落
下
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業

に
従
事
す
る
労
働
者
に
保
護
帽
を
着
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者

53
9条

2
保
護
帽
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

明
記
な
し

53
9条

の
2

1

ロ
ー
プ
高
所
作
業
を
行
う
と
き
は
、
身
体
保
持
器
具
を
取
り
付
け
た
ロ
ー
プ

（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
メ
イ
ン
ロ
ー
プ
」
と
い
う
。
）
以
外
の
ロ
ー
プ

で
あ
つ
て
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
取
り
付
け
る
た
め
の
も
の
（
以

下
こ
の
節
に
お
い
て
「
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
」
と
い
う
。
）
を
設
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

53
9条

の
3

1
1

メ
イ
ン
ロ
ー
プ
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
、
こ
れ
ら
を
支
持
物
に
緊
結
す
る
た
め
の

緊
結
具
、
身
体
保
持
器
具
及
び
こ
れ
を
メ
イ
ン
ロ
ー
プ
に
取
り
付
け
る
た
め

の
接
続
器
具
（
第
五
百
三
十
九
条
の
五
第
二
項
第
四
号
及
び
第
五
百
三
十
九

条
の
九
に
お
い
て
「
メ
イ
ン
ロ
ー
プ
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
十
分

な
強
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
著
し
い
損
傷
、
摩
耗
、
変
形
又
は
腐
食

が
な
い
も
の
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

53
9条

の
3

2
1

メ
イ
ン
ロ
ー
プ
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
及
び
身
体
保
持
器
具
に
つ
い
て
は
、
次
に

定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

53
9条

の
4

1

ロ
ー
プ
高
所
作
業
を
行
う
と
き
は
、
墜
落
又
は
物
体
の
落
下
に
よ
る
労
働
者

の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
作
業
に
係
る
場
所
に
つ
い

て
次
の
事
項
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

事
業
者

労
働
者

53
9条

の
5

1
1

ロ
ー
プ
高
所
作
業
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
調

査
に
よ
り
知
り
得
た
と
こ
ろ
に
適
応
す
る
作
業
計
画
を
定
め
、
か
つ
、
当
該

作
業
計
画
に
よ
り
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

53
9条

の
5

2
1

前
項
の
作
業
計
画
は
、
次
の
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

事
業
者

労
働
者

53
9条

の
5

3
1

第
一
項
の
作
業
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
前
項
各
号
の
事
項
に
つ
い
て
関
係

労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

関
係
労
働
者

53
9条

の
6

1

ロ
ー
プ
高
所
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
を
指
揮
す
る
者
を
定
め
、
そ

の
者
に
前
条
第
一
項
の
作
業
計
画
に
基
づ
き
作
業
の
指
揮
を
行
わ
せ
る
と
と

も
に
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

53
9条

の
7

1
1

ロ
ー
プ
高
所
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
を
行
う
労
働
者
に
要
求
性
能

墜
落
制
止
用
器
具
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

53
9条

の
7

2
1

前
項
の
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
は
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
に
取
り
付
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

53
9条

の
7

3
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
の
使
用
を
命
じ
ら

れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

53
9条

の
8

1
1

ロ
ー
プ
高
所
作
業
を
行
う
と
き
は
、
物
体
の
落
下
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を

防
止
す
る
た
め
、
労
働
者
に
保
護
帽
を
着
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

53
9条

の
8

2
前
項
の
保
護
帽
の
着
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
着
用
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

53
9条

の
9

1

ロ
ー
プ
高
所
作
業
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
メ

イ
ン
ロ
ー
プ
等
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
及
び
保
護
帽
の
状
態
に
つ
い

て
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
補
修
し
、
又
は
取
り
替
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

54
0条

1
1

作
業
場
に
通
ず
る
場
所
及
び
作
業
場
内
に
は
、
労
働
者
が
使
用
す
る
た
め
の

安
全
な
通
路
を
設
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
常
時
有
効
に
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

事
業
者

労
働
者

54
0条

2
1

前
項
の
通
路
で
主
要
な
も
の
に
は
、
こ
れ
を
保
持
す
る
た
め
、
通
路
で
あ
る

こ
と
を
示
す
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

88
条

作
業
場
に
通
ず
る
場
所
及
び
作
業
場
内
に
は
、
労
働
者
が
使
用
す
る
た
め
の

安
全
な
通
路
を
設
け
、
且
つ
こ
れ
を
常
時
有
効
に
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

明
記
な
し

労
働
者

54
1条

1

通
路
に
は
、
正
常
の
通
行
を
妨
げ
な
い
程
度
に
、
採
光
又
は
照
明
の
方
法
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
坑
道
、
常
時
通
行
の
用
に
供
し
な
い

地
下
室
等
で
通
行
す
る
労
働
者
に
、
適
当
な
照
明
具
を
所
持
さ
せ
る
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

89
条

通
路
に
は
、
正
常
の
歩
行
を
妨
げ
な
い
程
度
に
、
採
光
又
は
照
明
の
方
法
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
坑
道
、
常
時
通
行
の
用
に
供
し
な
い
地

下
室
等
で
通
行
す
る
労
働
者
に
、
適
当
な
照
明
具
を
所
持
さ
せ
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

明
記
な
し

労
働
者

54
2条

1
屋
内
に
設
け
る
通
路
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

90
条

屋
内
に
設
け
る
通
路
は
、
左
の
事
項
を
具
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

明
記
な
し

明
記
な
し

54
3条

1
機
械
間
又
は
こ
れ
と
他
の
設
備
と
の
間
に
設
け
る
通
路
に
つ
い
て
は
、
幅
八

十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

92
条

機
械
間
又
は
こ
れ
と
他
の
設
備
と
の
間
に
設
け
る
通
路
は
、
幅
八
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

明
記
な
し

明
記
な
し

54
4条

1
作
業
場
の
床
面
に
つ
い
て
は
、
つ
ま
づ
き
、
す
べ
り
等
の
危
険
の
な
い
も
の

と
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
安
全
な
状
態
に
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

93
条

作
業
場
の
床
面
は
、
つ
ま
づ
き
、
す
べ
り
等
の
危
險
の
な
い
構
造
と
し
、
且

つ
安
全
な
状
態
に
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

明
記
な
し

明
記
な
し

54
5条

1

旋
盤
、
ロ
ー
ル
機
等
の
機
械
が
、
常
時
当
該
機
械
に
係
る
作
業
に
従
事
す
る

労
働
者
の
身
長
に
比
べ
て
不
適
当
に
高
い
と
き
は
、
安
全
で
、
か
つ
、
適
当

な
高
さ
の
作
業
踏
台
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

94
条

旋
盤
、
ロ
ー
ル
機
等
の
機
械
が
、
常
時
就
業
す
る
労
働
者
の
身
長
に
比
べ
て

不
適
当
に
高
い
場
合
に
は
、
安
全
で
適
当
な
高
さ
の
作
業
踏
台
を
設
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

明
記
な
し

労
働
者

54
6条

1
1

危
険
物
そ
の
他
爆
発
性
若
し
く
は
発
火
性
の
物
の
製
造
又
は
取
扱
い
を
す
る

作
業
場
及
び
当
該
作
業
場
を
有
す
る
建
築
物
の
避
難
階
（
直
接
地
上
に
通
ず

る
出
入
口
の
あ
る
階
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
は
、
非
常
の
場
合
に
容
易

に
地
上
の
安
全
な
場
所
に
避
難
す
る
こ
と
が
で
き
る
二
以
上
の
出
入
口
を
設

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

95
条

１
項

爆
発
性
、
発
火
性
又
は
引
火
性
の
も
の
の
製
造
若
し
く
は
取
扱
を
す
る
屋
内

作
業
場
又
は
常
時
五
十
人
以
上
の
労
働
者
が
就
業
す
る
屋
内
作
業
場
に
は
、

非
常
の
場
合
に
容
易
に
安
全
な
場
所
に
避
難
す
る
こ
と
が
で
き
る
適
当
な
二

以
上
の
通
路
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

明
記
な
し

労
働
者

54
6条

2
1

前
項
の
出
入
口
に
設
け
る
戸
は
、
引
戸
又
は
外
開
戸
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

事
業
者

明
記
な
し

95
条

２
項

前
項
の
通
路
に
設
け
る
戸
は
、
引
戸
又
は
外
開
戸
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

明
記
な
し

労
働
者

－2934－
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形
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語
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宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

54
7条

1
1

前
条
の
作
業
場
を
有
す
る
建
築
物
の
避
難
階
以
外
の
階
に
つ
い
て
は
、
そ
の

階
か
ら
避
難
階
又
は
地
上
に
通
ず
る
二
以
上
の
直
通
階
段
又
は
傾
斜
路
を
設

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
う
ち
の
一
に
つ

い
て
は
、
す
べ
り
台
、
避
難
用
は
し
ご
、
避
難
用
タ
ラ
ツ
プ
等
の
避
難
用
器

具
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

事
業
者

明
記
な
し

54
7条

2
1

前
項
の
直
通
階
段
又
は
傾
斜
路
の
う
ち
一
は
、
屋
外
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
す
べ
り
台
、
避
難
用
は
し
ご
、
避
難
用
タ

ラ
ツ
プ
等
の
避
難
用
器
具
が
設
け
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

事
業
者

明
記
な
し

54
8条

1

第
五
百
四
十
六
条
第
一
項
の
作
業
場
又
は
常
時
五
十
人
以
上
の
労
働
者
が
就

業
す
る
屋
内
作
業
場
に
は
、
非
常
の
場
合
に
関
係
労
働
者
に
こ
れ
を
す
み
や

か
に
知
ら
せ
る
た
め
の
自
動
警
報
設
備
、
非
常
ベ
ル
等
の
警
報
用
の
設
備
又

は
携
帯
用
拡
声
器
、
手
動
式
サ
イ
レ
ン
等
の
警
報
用
の
器
具
を
備
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

関
係
労
働
者

54
9条

1
1

常
時
使
用
し
な
い
避
難
用
の
出
入
口
、
通
路
又
は
避
難
用
器
具
に
つ
い
て

は
、
避
難
用
で
あ
る
旨
の
表
示
を
し
、
か
つ
、
容
易
に
利
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
保
持
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

98
条

主
要
な
通
路
又
は
常
時
使
用
し
な
い
非
常
用
の
出
口
、
通
路
若
し
く
は
階
段

に
は
、
適
当
な
標
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

明
記
な
し

明
記
な
し

54
9条

2
1

第
五
百
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
出
入
口
又
は
通
路
に
設
け
る

戸
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

事
業
者

明
記
な
し

55
0条

1
通
路
と
交
わ
る
軌
道
で
車
両
を
使
用
す
る
と
き
は
、
監
視
人
を
配
置
し
、
又

は
警
鈴
を
鳴
ら
す
等
適
当
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

55
1条

1
1

労
働
者
が
船
舶
と
岸
壁
又
は
船
舶
と
そ
の
船
舶
に
横
づ
け
と
な
つ
て
い
る
船

舶
と
の
間
を
通
行
す
る
と
き
は
、
歩
板
、
は
し
ご
等
適
当
な
通
行
設
備
を
設

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
安
全
な
船
側
階
段
を
備
え
た
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

10
1条

1項
労
働
者
が
岸
壁
又
は
他
の
船
舶
に
横
づ
け
と
な
つ
て
い
る
船
舶
に
往
復
す
る

場
合
に
は
、
歩
板
、
は
し
ご
等
適
当
な
通
行
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
但
し
、
安
全
な
船
側
階
段
を
備
え
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

明
記
な
し

労
働
者

55
1条

2
労
働
者
は
、
前
項
の
通
行
設
備
又
は
船
側
階
段
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

労
働
者

労
働
者

10
1条

2項
労
働
者
は
、
前
項
以
外
の
通
行
設
備
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

55
2条

1
1

架
設
通
路
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
し
た
も
の
で
な
け
れ

ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

10
3条

架
設
通
路
は
、
丈
夫
な
構
造
と
し
、
且
つ
左
の
事
項
を
具
備
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

明
記
な
し

明
記
な
し

55
2条

2
1

作
業
の
必
要
上
臨
時
に
手
す
り
等
又
は
中
桟
等
を
取
り
外
す
場
合
に
お
い

て
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。

事
業
者

労
働
者

10
3条

但
し
、
作
業
上
や
む
を
得
な
い
場
合
に
は
、
必
要
な
部
分
を
限
つ
て
臨
時
に

こ
れ
を
取
り
外
す
こ
と
が
で
き
る
。

明
記
な
し

明
記
な
し

55
2条

3
1

前
項
の
規
定
に
よ
り
作
業
の
必
要
上
臨
時
に
手
す
り
等
又
は
中
桟
等
を
取
り

外
し
た
と
き
は
、
そ
の
必
要
が
な
く
な
つ
た
後
、
直
ち
に
こ
れ
ら
の
設
備
を

原
状
に
復
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

55
2条

4
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
の
使
用
を
命
じ
ら

れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

55
3条

1
1

軌
道
を
設
け
た
坑
道
、
ず
い
道
、
橋
梁
等
を
労
働
者
が
通
行
す
る
と
き
は
、

適
当
な
間
隔
ご
と
に
回
避
所
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
軌
道

の
そ
ば
に
相
当
の
余
地
が
あ
つ
て
、
当
該
軌
道
を
運
行
す
る
車
両
に
接
触
す

る
危
険
の
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

55
3条

2
1

前
項
の
規
定
は
、
建
設
中
の
ず
い
道
等
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

事
業
者

労
働
者

55
4条

1

軌
道
上
又
は
軌
道
に
近
接
し
た
場
所
で
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
労
働
者
と

当
該
軌
道
を
運
行
す
る
車
両
と
が
接
触
す
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
監
視

装
置
を
設
置
し
又
は
監
視
人
を
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

55
5条

1

軌
道
の
保
線
の
作
業
又
は
軌
道
を
運
行
す
る
車
両
の
入
れ
換
え
、
連
結
若
し

く
は
解
放
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
当
該
作
業
を
安
全
に
行
な
う
た
め
必

要
な
照
度
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

55
6条

1
1

は
し
ご
道
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
し
た
も
の
で
な
け
れ

ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

10
5条

は
し
ご
道
は
、
丈
夫
な
構
造
と
し
、
且
つ
左
の
事
項
を
具
備
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

明
記
な
し

明
記
な
し

55
6条

2
1

前
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
は
、
潜
函
内
等
の
は
し
ご
道
に
つ
い

て
は
、
適
用
し
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

55
7条

1

坑
内
に
設
け
た
通
路
又
は
は
し
ご
道
で
、
巻
上
げ
装
置
と
労
働
者
と
の
接
触

に
よ
る
危
険
が
あ
る
場
所
に
は
、
当
該
場
所
に
板
仕
切
そ
の
他
の
隔
壁
を
設

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

55
8条

1
1

作
業
中
の
労
働
者
に
、
通
路
等
の
構
造
又
は
当
該
作
業
の
状
態
に
応
じ
て
、

安
全
靴
そ
の
他
の
適
当
な
履
物
を
定
め
、
当
該
履
物
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

55
8条

2
同
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
履
物
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
当

該
履
物
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

55
9条

1
1

足
場
の
材
料
に
つ
い
て
は
、
著
し
い
損
傷
、
変
形
又
は
腐
食
の
あ
る
も
の
を

使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

55
9条

2
1

足
場
に
使
用
す
る
木
材
に
つ
い
て
は
、
強
度
上
の
著
し
い
欠
点
と
な
る
割

れ
、
虫
食
い
、
節
、
繊
維
の
傾
斜
等
が
な
く
、
か
つ
、
木
皮
を
取
り
除
い
た

も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

56
0条

1
1

鋼
管
足
場
に
使
用
す
る
鋼
管
の
う
ち
、
令
別
表
第
八
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま

で
に
掲
げ
る
部
材
に
係
る
も
の
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
日
本
産
業
規
格

Ａ
八
九
五
一
（
鋼
管
足
場
）
に
定
め
る
単
管
足
場
用
鋼
管
の
規
格
（
以
下

「
単
管
足
場
用
鋼
管
規
格
」
と
い
う
。
）
又
は
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

56
0条

2
1

鋼
管
足
場
に
使
用
す
る
附
属
金
具
の
う
ち
、
令
別
表
第
八
第
二
号
か
ら
第
七

号
ま
で
に
掲
げ
る
附
属
金
具
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
材
質
（
衝
撃

を
受
け
る
お
そ
れ
の
な
い
部
分
に
使
用
す
る
部
品
の
材
質
を
除
く
。
）
が
、

圧
延
鋼
材
、
鍛
鋼
品
又
は
鋳
鋼
品
で
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は

な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

56
1条

1
足
場
に
つ
い
て
は
、
丈
夫
な
構
造
の
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら

な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

10
8条

足
場
は
、
使
用
の
目
的
に
應
じ
た
丈
夫
な
構
造
と
し
、
高
さ
二
メ
ー
ト
ル
以

上
の
も
の
の
足
場
板
は
、
幅
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
厚
さ
三
・
五
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

明
記
な
し

明
記
な
し

56
2条

1
1

足
場
の
構
造
及
び
材
料
に
応
じ
て
、
作
業
床
の
最
大
積
載
荷
重
を
定
め
、
か

つ
、
こ
れ
を
超
え
て
積
載
し
て
は
な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

56
2条

2
1

前
項
の
作
業
床
の
最
大
積
載
荷
重
は
、
つ
り
足
場
（
ゴ
ン
ド
ラ
の
つ
り
足
場

を
除
く
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
、
つ
り
ワ
イ
ヤ

ロ
ー
プ
及
び
つ
り
鋼
線
の
安
全
係
数
が
十
以
上
、
つ
り
鎖
及
び
つ
り
フ
ツ
ク

の
安
全
係
数
が
五
以
上
並
び
に
つ
り
鋼
帯
並
び
に
つ
り
足
場
の
下
部
及
び
上

部
の
支
点
の
安
全
係
数
が
鋼
材
に
あ
つ
て
は
二
・
五
以
上
、
木
材
に
あ
つ
て

は
五
以
上
と
な
る
よ
う
に
、
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

56
2条

3
1

第
一
項
の
最
大
積
載
荷
重
を
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

－2935－



安
衛
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20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

56
3条

1
1

足
場
（
一
側
足
場
を
除
く
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
高
さ
二

メ
ー
ト
ル
以
上
の
作
業
場
所
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
作
業
床

を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

56
3条

2
1

前
項
第
二
号
ハ
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
で
あ

つ
て
、
床
材
と
建
地
と
の
隙
間
が
十
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
箇
所
に
防

網
を
張
る
等
墜
落
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ

た
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。

事
業
者

労
働
者

56
3条

3
1

第
一
項
第
三
号
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、

適
用
し
な
い
。

事
業
者

労
働
者

56
3条

4
1

第
一
項
第
五
号
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、

適
用
し
な
い
。

関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
な
い
こ
と

事
業
者

労
働
者

56
3条

5
1

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
作
業
の
必
要
上
臨
時
に
足
場
用
墜
落
防
止
設
備
を
取

り
外
し
た
と
き
は
、
そ
の
必
要
が
な
く
な
つ
た
後
、
直
ち
に
当
該
設
備
を
原

状
に
復
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

56
3条

6
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
　
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

56
4条

1
1

つ
り
足
場
、
張
出
し
足
場
又
は
高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
構
造
の
足
場
の

組
立
て
、
解
体
又
は
変
更
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
組
立
て
、
解
体
又
は
変
更
の
時
期
、
範
囲
及
び
順
序
を
当
該
作
業
に
従

事
す
る
労
働
者
に
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

二
　
組
立
て
、
解
体
又
は
変
更
の
作
業
を
行
う
区
域
内
に
は
、
関
係
労
働
者

以
外
の
労
働
者
の
立
入
り
を
禁
止
す
る
こ
と
。

三
　
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危

険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
作
業
を
中
止
す
る
こ
と
。

四
　
足
場
材
の
緊
結
、
取
り
外
し
、
受
渡
し
等
の
作
業
に
あ
つ
て
は
、
墜
落

に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ
　
幅
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
作
業
床
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、

当
該
作
業
床
を
設
け
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ロ
　
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
安
全
に
取
り
付
け
る
た
め
の
設
備
等
を

設
け
、
か
つ
、
労
働
者
に
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
使
用
さ
せ
る
措
置

を
講
ず
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
措
置
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有
す
る
措
置

を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

五
　
材
料
、
器
具
、
工
具
等
を
上
げ
、
又
は
下
ろ
す
と
き
は
、
つ
り
綱
、
つ

り
袋
等
を
労
働
者
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
物
の
落
下
に

よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

事
業
者

労
働
者

56
4条

2
前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
要
求
性
能
墜
落
制
止

用
器
具
の
使
用
を
命
ぜ
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

労
働
者

労
働
者

56
5条

令
第
六
条
第
十
五
号
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
足
場
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者

技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
足
場
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
を

選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

56
6条

足
場
の
組
立
て
等
作
業
主
任
者
に
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
解
体
の
作
業
の
と
き
は
、
第
一
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。

事
業
者

労
働
者

56
7条

1
1

足
場
（
つ
り
足
場
を
除
く
。
）
に
お
け
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
日
の

作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
作
業
を
行
う
箇
所
に
設
け
た
足
場
用
墜
落
防
止
設

備
の
取
り
外
し
及
び
脱
落
の
有
無
に
つ
い
て
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き

は
、
直
ち
に
補
修
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

56
7条

2
1

強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
若
し
く
は
中
震
以
上
の
地
震
又
は
足
場
の

組
立
て
、
一
部
解
体
若
し
く
は
変
更
の
後
に
お
い
て
、
足
場
に
お
け
る
作
業

を
行
う
と
き
は
、
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
点
検

し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

56
7条

3
前
項
の
点
検
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
足
場
を
使
用
す
る

作
業
を
行
う
仕
事
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

56
8条

1

つ
り
足
場
に
お
け
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る
前

に
、
前
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
七
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
い
て
、
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

56
9条

1
1

丸
太
足
場
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
し
た
も
の
で
な
け
れ

ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

10
8条

丸
太
足
場
は
、
左
の
事
項
を
具
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

明
記
な
し

明
記
な
し

56
9条

2
1

作
業
の
必
要
上
同
号
の
規
定
に
よ
り
難
い
部
分
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
な

べ
つ
り
、
二
本
組
等
に
よ
り
当
該
部
分
を
補
強
し
た
と
き
は
、
適
用
し
な

い
。

事
業
者

明
記
な
し

56
9条

3
1

窓
枠
の
取
付
け
、
壁
面
の
仕
上
げ
等
の
作
業
の
た
め
壁
つ
な
ぎ
又
は
控
え
を

取
り
外
す
場
合
そ
の
他
作
業
の
必
要
上
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当

該
壁
つ
な
ぎ
又
は
控
え
に
代
え
て
、
建
地
又
は
布
に
斜
材
を
設
け
る
等
当
該

足
場
の
倒
壊
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

57
0条

1
1

鋼
管
足
場
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
し
た
も
の
で
な
け
れ

ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

57
0条

2
1

前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
第
五
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
、
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
六
号
」
と
あ
る
の

は
、
「
第
五
百
七
十
条
第
一
項
第
五
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

事
業
者

明
記
な
し

57
1条

1
1

令
別
表
第
八
第
一
号
に
掲
げ
る
部
材
又
は
単
管
足
場
用
鋼
管
規
格
に
適
合
す

る
鋼
管
を
用
い
て
構
成
さ
れ
る
鋼
管
足
場
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
単
管
足
場
に
あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま

で
、
わ
く
組
足
場
に
あ
つ
て
は
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
適
合
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

－2936－



安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

57
1条

2
1

前
項
第
一
号
又
は
第
四
号
の
規
定
は
、
作
業
の
必
要
上
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ

り
難
い
場
合
に
お
い
て
、
各
支
点
間
を
単
純
ば
り
と
し
て
計
算
し
た
最
大
曲

げ
モ
ー
メ
ン
ト
の
値
に
関
し
、
事
業
者
が
次
条
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
た
と

き
は
、
適
用
し
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

57
1条

3
1

第
一
項
第
二
号
の
規
定
は
、
作
業
の
必
要
上
同
号
の
規
定
に
よ
り
難
い
部
分

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
二
本
組
等
に
よ
り
当
該
部
分
を
補
強
し
た
と
き

は
、
適
用
し
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

57
2条

1

令
別
表
第
八
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
部
材
以
外
の
部
材
又
は
単

管
足
場
用
鋼
管
規
格
に
適
合
す
る
鋼
管
以
外
の
鋼
管
を
用
い
て
構
成
さ
れ
る

鋼
管
足
場
に
つ
い
て
は
、
第
五
百
七
十
条
第
一
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

ほ
か
、
各
支
点
間
を
単
純
ば
り
と
し
て
計
算
し
た
最
大
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
の

値
が
、
鋼
管
の
断
面
係
数
に
、
鋼
管
の
材
料
の
降
伏
強
さ
の
値
（
降
伏
強
さ

の
値
が
明
ら
か
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
引
張
強
さ
の
値
の
二
分
の
一
の

値
）
の
一
・
五
分
の
一
及
び
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
鋼
管
の
肉
厚
と
外
径

と
の
比
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値

（
継
手
の
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
値
の
四
分
の
三
）
以
下
の
も
の
で
な
け
れ

ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

57
3条

1
1

外
径
及
び
肉
厚
が
同
一
で
あ
り
、
又
は
近
似
し
て
い
る
鋼
管
で
、
強
度
が
異

な
る
も
の
を
同
一
事
業
場
で
使
用
す
る
と
き
は
、
鋼
管
の
混
用
に
よ
る
労
働

者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
鋼
管
に
色
又
は
記
号
を
付
す
る
等
の
方
法
に

よ
り
、
鋼
管
の
強
度
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

57
3条

2
1

前
項
の
措
置
は
、
色
を
付
す
る
方
法
の
み
に
よ
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な

い
。

事
業
者

明
記
な
し

57
4条

1
1

つ
り
足
場
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
し
た
も
の
で
な
け
れ

ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

11
0条

つ
り
足
場
に
つ
い
て
は
、
左
の
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、

軽
易
つ
り
足
場
に
は
、
第
三
号
乃
至
第
七
号
の
事
項
を
適
用
し
な
い
。

57
4条

2
1

作
業
床
の
下
方
又
は
側
方
に
網
又
は
シ
ー
ト
を
設
け
る
等
墜
落
又
は
物
体
の

落
下
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
と
き
は
、

適
用
し
な
い
。

事
業
者

労
働
者

57
5条

1
つ
り
足
場
の
上
で
、
脚
立
、
は
し
ご
等
を
用
い
て
労
働
者
に
作
業
さ
せ
て
は

な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

57
5条

の
2

1
1

仮
設
の
支
柱
及
び
作
業
床
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
材
料
若
し
く
は
仮
設
機
材

の
集
積
又
は
建
設
機
械
等
の
設
置
若
し
く
は
移
動
を
目
的
と
す
る
高
さ
が
二

メ
ー
ト
ル
以
上
の
設
備
で
、
建
設
工
事
に
使
用
す
る
も
の
（
以
下
「
作
業
構

台
」
と
い
う
。
）
の
材
料
に
つ
い
て
は
、
著
し
い
損
傷
、
変
形
又
は
腐
食
の

あ
る
も
の
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

57
5条

の
2

2
1

作
業
構
台
に
使
用
す
る
木
材
に
つ
い
て
は
、
強
度
上
の
著
し
い
欠
点
と
な
る

割
れ
、
虫
食
い
、
節
、
繊
維
の
傾
斜
等
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し

て
は
な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

57
5条

の
2

3
1

作
業
構
台
に
使
用
す
る
支
柱
、
作
業
床
、
は
り
、
大
引
き
等
の
主
要
な
部
分

の
鋼
材
に
つ
い
て
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｇ
三
一
〇
一
（
一
般
構
造
用
圧
延
鋼

材
）
、
日
本
産
業
規
格
Ｇ
三
一
〇
六
（
溶
接
構
造
用
圧
延
鋼
材
）
、
日
本
工

業
規
格
Ｇ
三
一
九
一
（
熱
間
圧
延
棒
鋼
）
、
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
九
二

（
熱
間
圧
延
形
鋼
）
、
日
本
産
業
規
格
Ｇ
三
四
四
四
（
一
般
構
造
用
炭
素
鋼

鋼
管
）
若
し
く
は
日
本
産
業
規
格
Ｇ
三
四
六
六
（
一
般
構
造
用
角
形
鋼
管
）

に
定
め
る
規
格
に
適
合
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
引
張
強
さ
及
び

こ
れ
に
応
じ
た
伸
び
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な

い
。

事
業
者

明
記
な
し

57
3条

の
3

1
作
業
構
台
に
つ
い
て
は
、
著
し
い
ね
じ
れ
、
た
わ
み
等
が
生
ず
る
お
そ
れ
の

な
い
丈
夫
な
構
造
の
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

57
3条

の
4

1
1

作
業
構
台
の
構
造
及
び
材
料
に
応
じ
て
、
作
業
床
の
最
大
積
載
荷
重
を
定

め
、
か
つ
、
こ
れ
を
超
え
て
積
載
し
て
は
な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

57
3条

の
4

2
1

前
項
の
最
大
積
載
荷
重
を
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

57
3条

の
5

1
1

作
業
構
台
を
組
み
立
て
る
と
き
は
、
組
立
図
を
作
成
し
、
か
つ
、
当
該
組
立

図
に
よ
り
組
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

57
3条

の
5

2
1

前
項
の
組
立
図
は
、
支
柱
、
作
業
床
、
は
り
、
大
引
き
等
の
部
材
の
配
置
及

び
寸
法
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

57
3条

の
6

1
1

作
業
構
台
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
安
全
に
取
り
付
け
る
た
め
の
設
備
等
を

設
け
、
か
つ
、
労
働
者
に
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
使
用
さ
せ
る
措
置

又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二
　
前
号
の
措
置
を
講
ず
る
箇
所
に
は
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
を
立

ち
入
ら
せ
な
い
こ
と
。

事
業
者

関
係
労
働
者
以
外

の
労
働
者

57
3条

の
6

2
1

作
業
の
性
質
上
手
す
り
等
及
び
中
桟
等
を
設
け
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
場

合
又
は
作
業
の
必
要
上
臨
時
に
手
す
り
等
又
は
中
桟
等
を
取
り
外
す
場
合
に

お
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。

事
業
者

労
働
者

57
3条

の
6

3
1

前
項
の
規
定
に
よ
り
作
業
の
必
要
上
臨
時
に
手
す
り
等
又
は
中
桟
等
を
取
り

外
し
た
と
き
は
、
そ
の
必
要
が
な
く
な
つ
た
後
、
直
ち
に
こ
れ
ら
の
設
備
を

原
状
に
復
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

57
3条

の
6

4
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
の
使
用
を
命
じ
ら

れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

労
働
者

57
3条

の
7

1

作
業
構
台
の
組
立
て
、
解
体
又
は
変
更
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
周
知

関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
の
立
ち
入
り
禁
止

事
業
者

労
働
者

57
3条

の
8

1
1

作
業
構
台
に
お
け
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る
前

に
、
作
業
を
行
う
箇
所
に
設
け
た
手
す
り
等
及
び
中
桟
等
の
取
り
外
し
及
び

脱
落
の
有
無
に
つ
い
て
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

57
3条

の
8

2
1

強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
若
し
く
は
中
震
以
上
の
地
震
又
は
作
業
構

台
の
組
立
て
、
一
部
解
体
若
し
く
は
変
更
の
後
に
お
い
て
、
作
業
構
台
に
お

け
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
次
の
事
項
に
つ
い

て
、
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

事
業
者

明
記
な
し
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規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

57
3条

の
8

3
前
項
の
点
検
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
作
業
構
台
を
使
用

す
る
作
業
を
行
う
仕
事
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

57
3条

の
9

1

降
雨
、
融
雪
又
は
地
震
に
伴
い
土
石
流
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
河
川

（
以
下
「
土
石
流
危
険
河
川
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
建
設
工
事
の
作
業

（
臨
時
の
作
業
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
と
き
は
、
土
石
流
に
よ
る

労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
作
業
場
所
か
ら
上
流
の

河
川
及
び
そ
の
周
辺
の
状
況
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

57
3条

の
10

1
1

土
石
流
危
険
河
川
に
お
い
て
建
設
工
事
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
土
石
流
に
よ
る
労
働
災
害
の
防
止
に
関
す
る
規
程
を
定
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

57
3条

の
10

2
1

前
項
の
規
程
は
、
次
の
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

事
業
者

明
記
な
し

57
3条

の
10

3
1

第
一
項
の
規
程
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
よ
り
知
り
得
た

と
こ
ろ
に
適
応
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

57
3条

の
11

1

土
石
流
危
険
河
川
に
お
い
て
建
設
工
事
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
作
業
開
始

時
に
あ
つ
て
は
当
該
作
業
開
始
前
二
十
四
時
間
に
お
け
る
降
雨
量
を
、
作
業

開
始
後
に
あ
つ
て
は
一
時
間
ご
と
の
降
雨
量
を
、
そ
れ
ぞ
れ
雨
量
計
に
よ
る

測
定
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
把
握
し
、
か
つ
、
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

事
業
者

明
記
な
し

57
3条

の
12

1

土
石
流
危
険
河
川
に
お
い
て
建
設
工
事
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
降

雨
が
あ
つ
た
こ
と
に
よ
り
土
石
流
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
監

視
人
の
配
置
等
土
石
流
の
発
生
を
早
期
に
把
握
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
速
や
か
に
作
業
を
中
止
し
、
労
働
者
を
安
全

な
場
所
に
退
避
さ
せ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

57
3条

の
13

1

土
石
流
危
険
河
川
に
お
い
て
建
設
工
事
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
土

石
流
に
よ
る
労
働
災
害
発
生
の
急
迫
し
た
危
険
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
作

業
を
中
止
し
、
労
働
者
を
安
全
な
場
所
に
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

57
3条

の
14

1
1

土
石
流
危
険
河
川
に
お
い
て
建
設
工
事
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
土
石
流
が

発
生
し
た
場
合
に
関
係
労
働
者
に
こ
れ
を
速
や
か
に
知
ら
せ
る
た
め
の
サ
イ

レ
ン
、
非
常
ベ
ル
等
の
警
報
用
の
設
備
を
設
け
、
関
係
労
働
者
に
対
し
、
そ

の
設
置
場
所
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

関
係
労
働
者

57
3条

の
14

2
1

前
項
の
警
報
用
の
設
備
に
つ
い
て
は
、
常
時
、
有
効
に
作
動
す
る
よ
う
に
保

持
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

関
係
労
働
者

57
3条

の
15

1
1

土
石
流
危
険
河
川
に
お
い
て
建
設
工
事
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
土
石
流
が

発
生
し
た
場
合
に
労
働
者
を
安
全
に
避
難
さ
せ
る
た
め
の
登
り
桟
橋
、
は
し

ご
等
の
避
難
用
の
設
備
を
適
当
な
箇
所
に
設
け
、
関
係
労
働
者
に
対
し
、
そ

の
設
置
場
所
及
び
使
用
方
法
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

57
3条

の
15

2
1

前
項
の
避
難
用
の
設
備
に
つ
い
て
は
、
常
時
有
効
に
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

事
業
者

労
働
者

57
3条

の
16

1
1

土
石
流
危
険
河
川
に
お
い
て
建
設
工
事
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
土
石
流
が

発
生
し
た
と
き
に
備
え
る
た
め
、
関
係
労
働
者
に
対
し
、
工
事
開
始
後
遅
滞

な
く
一
回
、
及
び
そ
の
後
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
避
難
の
訓
練
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

関
係
労
働
者

57
3条

の
16

2
避
難
の
訓
練
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保

存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

関
係
労
働
者

57
4条

1
1

事
業
者
は
、
つ
り
足
場
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
し
た
も

の
で
な
け
れ
ば
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

事
業
者

11
0条

つ
り
足
場
に
つ
い
て
は
、
左
の
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、

軽
易
つ
り
足
場
に
は
、
第
三
号
乃
至
第
七
号
の
事
項
を
適
用
し
な
い
。

57
4条

2
1

前
項
第
六
号
の
規
定
は
、
作
業
床
の
下
方
又
は
側
方
に
網
又
は
シ
ー
ト
を
設

け
る
等
墜
落
又
は
物
体
の
落
下
に
よ
る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の

措
置
を
講
ず
る
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。

労
働
者

57
5条

1
つ
り
足
場
の
上
で
、
脚
立

キ
ヤ
タ
ツ

、
は
し
ご
等
を
用
い
て
労
働
者
に
作
業
さ
せ
て
は

な
ら
な
い

事
業
者

労
働
者

57
5条

の
2

1
1

仮
設
の
支
柱
及
び
作
業
床
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
材
料
若
し
く
は
仮
設
機
材

の
集
積
又
は
建
設
機
械
等
の
設
置
若
し
く
は
移
動
を
目
的
と
す
る
高
さ
が
二

メ
ー
ト
ル
以
上
の
設
備
で
、
建
設
工
事
に
使
用
す
る
も
の
（
以
下
「
作
業
構

台
」
と
い
う
。
）
の
材
料
に
つ
い
て
は
、
著
し
い
損
傷
、
変
形
又
は
腐
食
の

あ
る
も
の
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

事
業
者

57
5条

の
2

2
1

作
業
構
台
に
使
用
す
る
木
材
に
つ
い
て
は
、
強
度
上
の
著
し
い
欠
点
と
な
る

割
れ
、
虫
食
い
、
節
、
繊
維
の
傾
斜
等
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し

て
は
な
ら
な
い
。

事
業
者

57
5条

の
2

3
1

作
業
構
台
に
使
用
す
る
支
柱
、
作
業
床
、
は
り
、
大
引
き
等
の
主
要
な
部
分

の
鋼
材
に
つ
い
て
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｇ
三
一
〇
一
（
一
般
構
造
用
圧
延
鋼

材
）
、
日
本
産
業
規
格
Ｇ
三
一
〇
六
（
溶
接
構
造
用
圧
延
鋼
材
）
、
日
本
工

業
規
格
Ｇ
三
一
九
一
（
熱
間
圧
延
棒
鋼
）
、
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
九
二

（
熱
間
圧
延
形
鋼
）
、
日
本
産
業
規
格
Ｇ
三
四
四
四
（
一
般
構
造
用
炭
素
鋼

鋼
管
）
若
し
く
は
日
本
産
業
規
格
Ｇ
三
四
六
六
（
一
般
構
造
用
角
形
鋼
管
）

に
定
め
る
規
格
に
適
合
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
引
張
強
さ
及
び

こ
れ
に
応
じ
た
伸
び
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な

い
。

事
業
者

57
5条

の
3

1
作
業
構
台
に
つ
い
て
は
、
著
し
い
ね
じ
れ
、
た
わ
み
等
が
生
ず
る
お
そ
れ
の

な
い
丈
夫
な
構
造
の
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

事
業
者

57
5条

の
4

1
1

作
業
構
台
の
構
造
及
び
材
料
に
応
じ
て
、
作
業
床
の
最
大
積
載
荷
重
を
定

め
、
か
つ
、
こ
れ
を
超
え
て
積
載
し
て
は
な
ら
な
い
。

事
業
者

57
5条

の
4

2
1

前
項
の
最
大
積
載
荷
重
を
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

57
5条

の
5

1
作
業
構
台
を
組
み
立
て
る
と
き
は
、
組
立
図
を
作
成
し
、
か
つ
、
当
該
組
立

図
に
よ
り
組
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

57
5条

の
5

1
前
項
の
組
立
図
は
、
支
柱
、
作
業
床
、
は
り
、
大
引
き
等
の
部
材
の
配
置
及

び
寸
法
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

57
5条

の
6

1
1

作
業
構
台
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

事
業
者

－2938－
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護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

57
5条

の
6

2
1

作
業
の
性
質
上
手
す
り
等
及
び
中
桟
等
を
設
け
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
場

合
又
は
作
業
の
必
要
上
臨
時
に
手
す
り
等
又
は
中
桟
等
を
取
り
外
す
場
合
に

お
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。

一
　
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
安
全
に
取
り
付
け
る
た
め
の
設
備
等
を

設
け
、
か
つ
、
労
働
者
に
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
を
使
用
さ
せ
る
措
置

又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
効
果
を
有
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二
　
前
号
の
措
置
を
講
ず
る
箇
所
に
は
、
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
を
立

ち
入
ら
せ
な
い
こ
と
。

関
係
労
働
者
以
外

の
労
働
者

57
5条

の
6

3
1

前
項
の
規
定
に
よ
り
作
業
の
必
要
上
臨
時
に
手
す
り
等
又
は
中
桟
等
を
取
り

外
し
た
と
き
は
、
そ
の
必
要
が
な
く
な
つ
た
後
、
直
ち
に
こ
れ
ら
の
設
備
を

原
状
に
復
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

57
5条

の
6

4
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
の
使
用
を
命
じ
ら

れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
者

57
5条

の
7

1

作
業
構
台
の
組
立
て
、
解
体
又
は
変
更
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
組
立
て
、
解
体
又
は
変
更
の
時
期
、
範
囲
及
び
順
序
を
当
該
作
業
に
従

事
す
る
労
働
者
に
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

二
　
組
立
て
、
解
体
又
は
変
更
の
作
業
を
行
う
区
域
内
に
は
、
関
係
労
働
者

以
外
の
労
働
者
の
立
入
り
を
禁
止
す
る
こ
と
。

三
　
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危

険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
を
中
止
す
る
こ
と
。

四
　
材
料
、
器
具
、
工
具
等
を
上
げ
、
又
は
下
ろ
す
と
き
は
、
つ
り
綱
、
つ

り
袋
等
を
労
働
者
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

57
5条

の
8

1
1

作
業
構
台
に
お
け
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
日
の
作
業
を
開
始
す
る
前

に
、
作
業
を
行
う
箇
所
に
設
け
た
手
す
り
等
及
び
中
桟
等
の
取
り
外
し
及
び

脱
落
の
有
無
に
つ
い
て
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

57
5条

の
8

2
1

強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
若
し
く
は
中
震
以
上
の
地
震
又
は
作
業
構

台
の
組
立
て
、
一
部
解
体
若
し
く
は
変
更
の
後
に
お
い
て
、
作
業
構
台
に
お

け
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
次
の
事
項
に
つ
い

て
、
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

事
業
者

57
5条

の
8

3
1

前
項
の
点
検
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
作
業
構
台
を
使
用

す
る
作
業
を
行
う
仕
事
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

事
業
者

57
5条

の
9

1

降
雨
、
融
雪
又
は
地
震
に
伴
い
土
石
流
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
河
川

（
以
下
「
土
石
流
危
険
河
川
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
建
設
工
事
の
作
業

（
臨
時
の
作
業
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
と
き
は
、
土
石
流
に
よ
る

労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
作
業
場
所
か
ら
上
流
の

河
川
及
び
そ
の
周
辺
の
状
況
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

57
5条

の
10

1
1

事
業
者
は
、
土
石
流
危
険
河
川
に
お
い
て
建
設
工
事
の
作
業
を
行
う
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
土
石
流
に
よ
る
労
働
災
害
の
防
止
に
関
す
る
規
程
を
定

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

57
5条

の
10

2
1

前
項
の
規
程
は
、
次
の
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

事
業
者

57
5条

の
10

3
1

第
一
項
の
規
程
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
よ
り
知
り
得
た

と
こ
ろ
に
適
応
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

57
5条

の
11

1

土
石
流
危
険
河
川
に
お
い
て
建
設
工
事
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
作
業
開
始

時
に
あ
つ
て
は
当
該
作
業
開
始
前
二
十
四
時
間
に
お
け
る
降
雨
量
を
、
作
業

開
始
後
に
あ
つ
て
は
一
時
間
ご
と
の
降
雨
量
を
、
そ
れ
ぞ
れ
雨
量
計
に
よ
る

測
定
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
把
握
し
、
か
つ
、
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

事
業
者

57
5条

の
12

1

土
石
流
危
険
河
川
に
お
い
て
建
設
工
事
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
降

雨
が
あ
つ
た
こ
と
に
よ
り
土
石
流
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
監

視
人
の
配
置
等
土
石
流
の
発
生
を
早
期
に
把
握
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
速
や
か
に
作
業
を
中
止
し
、
労
働
者
を
安
全

な
場
所
に
退
避
さ
せ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

57
5条

の
13

1

土
石
流
危
険
河
川
に
お
い
て
建
設
工
事
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
土

石
流
に
よ
る
労
働
災
害
発
生
の
急
迫
し
た
危
険
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
作

業
を
中
止
し
、
労
働
者
を
安
全
な
場
所
に
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

57
5条

の
14

1
1

土
石
流
危
険
河
川
に
お
い
て
建
設
工
事
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
土
石
流
が

発
生
し
た
場
合
に
関
係
労
働
者
に
こ
れ
を
速
や
か
に
知
ら
せ
る
た
め
の
サ
イ

レ
ン
、
非
常
ベ
ル
等
の
警
報
用
の
設
備
を
設
け
、
関
係
労
働
者
に
対
し
、
そ

の
設
置
場
所
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

関
係
労
働
者

57
5条

の
14

2
1

前
項
の
警
報
用
の
設
備
に
つ
い
て
は
、
常
時
、
有
効
に
作
動
す
る
よ
う
に
保

持
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

57
5条

の
15

1
1

土
石
流
危
険
河
川
に
お
い
て
建
設
工
事
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
土
石
流
が

発
生
し
た
場
合
に
労
働
者
を
安
全
に
避
難
さ
せ
る
た
め
の
登
り
桟
橋
、
は
し

ご
等
の
避
難
用
の
設
備
を
適
当
な
箇
所
に
設
け
、
関
係
労
働
者
に
対
し
、
そ

の
設
置
場
所
及
び
使
用
方
法
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

労
働
者

57
5条

の
15

2
1

前
項
の
避
難
用
の
設
備
に
つ
い
て
は
、
常
時
有
効
に
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

事
業
者

57
5条

の
16

1
1

土
石
流
危
険
河
川
に
お
い
て
建
設
工
事
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
土
石
流
が

発
生
し
た
と
き
に
備
え
る
た
め
、
関
係
労
働
者
に
対
し
、
工
事
開
始
後
遅
滞

な
く
一
回
、
及
び
そ
の
後
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
避
難
の
訓
練
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

関
係
労
働
者

57
5条

の
16

2
1

避
難
の
訓
練
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保

存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者

－2939－
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規
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名
宛
人
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実
と
も
に
）

実
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的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

57
6条

1
1

有
害
物
を
取
り
扱
い
、
ガ
ス
、
蒸
気
又
は
粉
じ
ん
を
発
散
し
、
有
害
な
光
線

又
は
超
音
波
に
さ
ら
さ
れ
、
騒
音
又
は
振
動
を
発
し
、
病
原
体
に
よ
つ
て
汚

染
さ
れ
る
等
有
害
な
作
業
場
に
お
い
て
は
、
そ
の
原
因
を
除
去
す
る
た
め
、

代
替
物
の
使
用
、
作
業
の
方
法
又
は
機
械
等
の
改
善
等
必
要
な
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

17
2条

一
　
安
全
荷
重
を
超
え
て
負
荷
し
な
い
こ
と
。

使
用
者

ガ
ス
、
蒸
氣
又
は

粉
じ
ん
を
発
散

し
、
有
害
放
射
線

に
さ
ら
さ
れ
、
騒

音
を
発
し
、
病
原

体
に
よ
つ
て
汚
染

さ
れ
る
等
衞
生
上

有
害
な
作
業
場
に

お
い
て

労
働
者

57
7条

1

ガ
ス
、
蒸
気
又
は
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
屋
内
作
業
場
に
お
い
て
は
、
当
該
屋

内
作
業
場
に
お
け
る
空
気
中
の
ガ
ス
、
蒸
気
又
は
粉
じ
ん
の
含
有
濃
度
が
有

害
な
程
度
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局

所
排
気
装
置
又
は
全
体
換
気
装
置
を
設
け
る
等
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と

事
業
者

労
働
者

17
3条

二
　
前
号
の
安
全
荷
重
は
、
つ
り
鋼
索
の
安
全
係
数
が
十
以
上
、
突
り
よ
う

及
び
足
場
け
た
の
安
全
係
数
が
五
以
上
と
な
る
よ
う
に
こ
れ
を
定
め
る
こ

と
。

使
用
者

ガ
ス
、
蒸
氣
又
は

粉
じ
ん
を
発
散
す

る
屋
内
作
業
場
に

お
い
て

労
働
者

57
8条

1

坑
、
井
筒
、
潜
函
か
ん
、
タ
ン
ク
又
は
船
倉
の
内
部
そ
の
他
の
場
所
で
、
自

然
換
気
が
不
十
分
な
と
こ
ろ
に
お
い
て
は
、
内
燃
機
関
を
有
す
る
機
械
を
使

用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
内
燃
機
関
の
排
気
ガ
ス
に
よ
る

健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
当
該
場
所
を
換
気
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

事
業
者

労
働
者

三
　
作
業
床
は
、
三
メ
ー
ト
ル
以
内
毎
に
、
金
属
性
の
突
り
よ
う
、
足
場
け

た
及
び
つ
り
鋼
索
を
も
つ
て
、
堅
固
に
こ
れ
を
支
持
す
る
こ
と
。

57
9条

1

有
害
物
を
含
む
排
気
を
排
出
す
る
局
所
排
気
装
置
そ
の
他
の
設
備
に
つ
い
て

は
、
当
該
有
害
物
の
種
類
に
応
じ
て
、
吸
収
、
燃
焼
、
集
じ
ん
そ
の
他
の
有

効
な
方
式
に
よ
る
排
気
処
理
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

四
　
つ
り
鋼
索
は
、
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
長
さ
の
間
に
お
い
て
、
子
線

数
の
十
分
の
一
以
上
が
切
断
し
た
も
の
を
使
用
し
な
い
こ
と
。

58
0条

有
害
物
を
含
む
排
液
に
つ
い
て
は
、
当
該
有
害
物
の
種
類
に
応
じ
て
、
中

和
、
沈
で
ん
、
ろ
過
そ
の
他
の
有
効
な
方
式
に
よ
つ
て
処
理
し
た
後
に
排
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

五
　
つ
り
裝
置
に
は
、
確
実
な
歯
止
を
設
け
る
こ
と
。

58
1条

1

病
原
体
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
排
気
、
排
液
又
は
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
、
消

毒
、
殺
菌
等
適
切
な
処
理
を
し
た
後
に
、
排
出
し
、
又
は
廃
棄
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

17
4条

六
　
作
業
床
は
、
幅
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
と
し
、
幅
三
十
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
厚
さ
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
板
を
す
き
間
な
く

敷
き
詰
め
、
且
つ
建
設
物
と
の
間
隔
を
な
る
べ
く
少
く
す
る
こ
と
。

使
用
者

排
氣
又
は
排
液
中

に
有
害
物
又
は
病

原
体
を
含
む
場
合

労
働
者

58
2条

1

粉
じ
ん
を
著
し
く
飛
散
す
る
屋
外
又
は
坑
内
の
作
業
場
に
お
い
て
は
、
注
水

そ
の
他
の
粉
じ
ん
の
飛
散
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

17
5条

七
　
高
さ
七
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
丈
夫
な
手
す
り
を
設
け
る
こ

と
。

使
用
者

屋
外
又
は
坑
内
に

お
い
て
、
著
し
く

粉
じ
ん
を
飛
散
す

る
作
業
場
に
お
い

て

労
働
者

58
3条

1

坑
内
の
作
業
場
に
お
け
る
炭
酸
ガ
ス
濃
度
を
、
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
空
気
呼
吸
器
、
酸
素
呼
吸
器
又
は

ホ
ー
ス
マ
ス
ク
を
使
用
し
て
、
人
命
救
助
又
は
危
害
防
止
に
関
す
る
作
業
を

さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

17
8条

八
　
動
揺
又
は
轉
位
を
防
止
す
る
た
め
に
、
適
当
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

使
用
者

坑
内
作
業
場
に
お

け
る
炭
酸
ガ
ス
濃

度
労
働
者

58
3条

の
2

1

【
明
示
】
強
烈
な
騒
音
を
発
す
る
屋
内
作
業
場
に
お
け
る
業
務
に
労
働
者
を

従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
屋
内
作
業
場
が
強
烈
な
騒
音
を
発
す
る
場
所
で

あ
る
こ
と
を
労
働
者
が
容
易
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
標
識
に
よ
つ
て

明
示
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

九
　
乘
降
の
た
め
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
い
て
は
、
他
の
足
場
、
脚
立
、

は
し
ご
等
の
支
持
台
と
し
な
い
こ
と
。

58
4条

1
強
烈
な
騒
音
を
発
す
る
屋
内
作
業
場
に
お
い
て
は
、
そ
の
伝
ぱ
を
防
ぐ
た

め
、
隔
壁
を
設
け
る
等
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

17
6条

強
烈
な
騒
音
を
発
す
る
屋
内
作
業
場
に
お
い
て
は
、
そ
の
傳
ぱ
を
防
ぐ
た
め

に
、
隔
壁
を
設
け
る
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

使
用
者

強
烈
な
騒
音
を
発

す
る
屋
内
作
業
場

に
お
い
て

労
働
者

58
5条

1
1

次
の
場
所
に
は
、
関
係
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
し
、
か
つ
、

そ
の
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
多
量
の
高
熱
物
体
を
取
り
扱
う
場
所
又
は
著
し
く
暑
熱
な
場
所

二
　
多
量
の
低
温
物
体
を
取
り
扱
う
場
所
又
は
著
し
く
寒
冷
な
場
所

三
　
有
害
な
光
線
又
は
超
音
波
に
さ
ら
さ
れ
る
場
所

四
　
炭
酸
ガ
ス
濃
度
が
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
場
所
、
酸
素
濃
度
が

十
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
満
た
な
い
場
所
又
は
硫
化
水
素
濃
度
が
百
万
分
の
十
を

超
え
る
場
所

五
　
ガ
ス
、
蒸
気
又
は
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
有
害
な
場
所

六
　
有
害
物
を
取
り
扱
う
場
所

七
　
病
原
体
に
よ
る
汚
染
の
お
そ
れ
の
著
し
い
場
所

事
業
者

労
働
者

17
9条

1項

左
の
場
所
に
は
、
必
要
あ
る
者
以
外
の
者
の
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
し
、
そ

の
旨
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
多
量
の
高
熱
物
体
を
取
り
扱
う
場
所

二
　
有
害
放
射
線
に
さ
ら
さ
れ
る
場
所

三
　
炭
酸
ガ
ス
濃
度
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
場
所
又
は
酸
素
濃
度
十

六
パ
ー
セ
ン
ト
に
満
た
な
い
場
所

四
　
ガ
ス
、
蒸
氣
又
は
粉
じ
ん
を
発
散
し
衞
生
上
有
害
な
場
所

五
　
有
害
物
を
取
り
扱
う
場
所

六
　
病
原
体
に
よ
つ
て
汚
染
の
お
そ
れ
の
著
し
い
場
所

使
用
者

左
の
場
所

労
働
者

58
5条

2
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
り
を
禁
止
さ
れ
た
場
所
に
は
、
み
だ
り
に
立
ち
入

つ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

17
9条

2項
前
項
の
規
定
に
よ
つ
て
禁
止
さ
れ
た
場
所
に
は
、
労
働
者
は
み
だ
り
に
立
ち

入
つ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

労
働
者
の
文
言
自
体
は
あ
る
た
め
、
明
記
さ
れ
た
保
護
対

象
と
い
う
整
理
で
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

58
6条

1

有
害
物
若
し
く
は
病
原
体
又
は
こ
れ
ら
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
、
一
定

の
場
所
に
集
積
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

18
0条

有
害
物
又
は
病
原
体
に
は
そ
の
旨
を
標
示
し
、
必
要
あ
る
場
合
の
外
一
定
の

場
所
に
集
積
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

使
用
者

有
害
物
又
は
病
原

体
に
は

労
働
者

58
7条

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
溶
鉱
炉
、
平
炉
、
転
炉
又
は
電
気
炉
に
よ
り
鉱
物
又
は
金
属
を
製
錬
し
、
又
は
精
錬
す

る
業
務
を
行
な
う
屋
内
作
業
場

二
　
キ
ユ
ポ
ラ
、
る
つ
ぼ
等
に
よ
り
鉱
物
、
金
属
又
は
ガ
ラ
ス
を
溶
解
す
る
業
務
を
行
な
う

屋
内
作
業
場

三
　
焼
鈍
炉
、
均
熱
炉
、
焼
入
炉
、
加
熱
炉
等
に
よ
り
鉱
物
、
金
属
又
は
ガ
ラ
ス
を
加
熱
す

る
業
務
を
行
な
う
屋
内
作
業
場

四
　
陶
磁
器
、
レ
ン
ガ
等
を
焼
成
す
る
業
務
を
行
な
う
屋
内
作
業
場

五
　
鉱
物
の
焙
ば
い
焼
又
は
焼
結
の
業
務
を
行
な
う
屋
内
作
業
場

六
　
加
熱
さ
れ
た
金
属
の
運
搬
又
は
圧
延
、
鍛
造
、
焼
入
、
伸
線
等
の
加
工
の
業
務
を
行
な

う
屋
内
作
業
場

七
　
溶
融
金
属
の
運
搬
又
は
鋳
込
み
の
業
務
を
行
な
う
屋
内
作
業
場

八
　
溶
融
ガ
ラ
ス
か
ら
ガ
ラ
ス
製
品
を
成
型
す
る
業
務
を
行
な
う
屋
内
作
業
場

九
　
加
硫
が
ま
に
よ
り
ゴ
ム
を
加
硫
す
る
業
務
を
行
な
う
屋
内
作
業
場

十
　
熱
源
を
用
い
る
乾
燥
室
に
よ
り
物
を
乾
燥
す
る
業
務
を
行
な
う
屋
内
作
業
場

十
一
　
多
量
の
液
体
空
気
、
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
等
を
取
り
扱
う
業
務
を
行
な
う
屋
内
作
業
場

十
二
　
冷
蔵
庫
、
製
氷
庫
、
貯
氷
庫
又
は
冷
凍
庫
等
で
、
労
働
者
が
そ
の
内
部
で
作
業
を
行

な
う
も
の

十
三
　
多
量
の
蒸
気
を
使
用
す
る
染
色
槽
そ
う
に
よ
り
染
色
す
る
業
務
を
行
な
う
屋
内
作
業

場 十
四
　
多
量
の
蒸
気
を
使
用
す
る
金
属
又
は
非
金
属
の
洗
浄
又
は
め
つ
き
の
業
務
を
行
な
う

屋
内
作
業
場

十
五
　
紡
績
又
は
織
布
の
業
務
を
行
な
う
屋
内
作
業
場
で
、
給
湿
を
行
な
う
も
の

十
六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
屋
内
作
業
場

事
業
者

労
働
者

58
8条

令
第
二
十
一
条
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
著
し
い
騒
音
を
発
す
る

屋
内
作
業
場
の
内
容

？
？

58
9条

令
第
二
十
一
条
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
坑
内
の
作
業
場
の
内
容

？
？
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安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

59
0条

1
第
五
百
八
十
八
条
に
規
定
す
る
著
し
い
騒
音
を
発
す
る
屋
内
作
業
場
に
つ
い

て
、
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
等
価
騒
音
レ
ベ
ル
を
測
定
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

59
0条

2

前
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
を
行
つ
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
、
次
の
事
項
を
記

録
し
て
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
測
定
日
時

二
　
測
定
方
法

三
　
測
定
箇
所

四
　
測
定
条
件

五
　
測
定
結
果

六
　
測
定
を
実
施
し
た
者
の
氏
名

七
　
測
定
結
果
に
基
づ
い
て
改
善
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
当
該
措
置
の
概

要

事
業
者

労
働
者

59
1条

1

第
五
百
八
十
八
条
に
規
定
す
る
著
し
い
騒
音
を
発
す
る
屋
内
作
業
場
の
施
設

若
し
く
は
設
備
を
変
更
し
、
又
は
当
該
屋
内
作
業
場
に
お
け
る
作
業
工
程
若

し
く
は
作
業
方
法
を
変
更
し
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
等
価
騒
音
レ
ベ
ル

を
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

59
1条

2
準
用
規
定

事
業
者

労
働
者

59
2条

1
第
五
百
八
十
九
条
第
一
号
の
坑
内
の
作
業
場
に
つ
い
て
、
一
月
以
内
ご
と
に

一
回
、
定
期
に
、
炭
酸
ガ
ス
濃
度
を
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

17
7条

坑
内
に
お
い
て
、
炭
酸
ガ
ス
が
停
滯
し
又
は
停
滯
の
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
及

び
酸
素
が
不
足
し
又
は
不
足
の
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
つ
い
て
は
、
毎
月
一

回
以
上
そ
の
濃
度
を
測
定
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

使
用
者

坑
内
に
お
い
て
、

炭
酸
ガ
ス
が
停
滯

し
又
は
停
滯
の
お

そ
れ
の
あ
る
場
所

及
び
酸
素
が
不
足

し
又
は
不
足
の
お

そ
れ
の
あ
る
場
所

に
つ
い
て

労
働
者

59
2条

2
準
用
規
定

事
業
者

労
働
者

59
2条

の
2

1

第
三
十
六
条
第
三
十
四
号
及
び
第
三
十
五
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
作
業
場

に
つ
い
て
、
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
当
該
作
業
場
に
お
け
る
空

気
中
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
（
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十

一
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
濃
度
を
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

59
2条

の
2

2
当
該
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
当
該
作
業
に
係
る
設
備
の
内
部
に
付
着
し
た

物
に
含
ま
れ
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
含
有
率
を
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。

事
業
者

労
働
者

59
2条

の
3

1

第
三
十
六
条
第
三
十
六
号
に
規
定
す
る
解
体
等
の
業
務
に
係
る
作
業
を
行
う

と
き
は
、
当
該
作
業
に
係
る
設
備
の
内
部
に
付
着
し
た
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を

含
む
物
を
除
去
し
た
後
に
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

59
2条

の
4

1

第
三
十
六
条
第
三
十
四
号
及
び
第
三
十
六
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
作
業
に

労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
を
行
う
作
業
場
に
お
け
る
ダ
イ

オ
キ
シ
ン
類
を
含
む
物
の
発
散
源
を
湿
潤
な
状
態
の
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
発
散
源
を
湿
潤
な
状
態
の
も
の
と
す
る
こ
と

が
著
し
く
困
難
な
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

労
働
者

59
2条

の
5

1
1

、
第
三
十
六
条
第
三
十
四
号
か
ら
第
三
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る

作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
第
五
百
九
十
二
条
の
二
第
一
項
及

び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
濃
度
及
び
含
有
率
の
測
定
の

結
果
に
応
じ
て
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
保
護
衣
、
保
護
眼
鏡
、

呼
吸
用
保
護
具
等
適
切
な
保
護
具
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
含
む
物
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
の
設
置

等
当
該
作
業
に
係
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
含
む
物
の
発
散
を
防
止
す
る
た
め

に
有
効
な
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

59
2条

の
5

2
前
項
の
規
定
に
よ
り
保
護
具
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
保
護
具

を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

59
2条

の
6

1

第
三
十
六
条
第
三
十
四
号
か
ら
第
三
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
作

業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
の
指
揮
者
を
定
め
、
そ
の
者
に
当
該
作
業
を

指
揮
さ
せ
る
と
と
も
に
、
前
三
条
の
措
置
が
こ
れ
ら
の
規
定
に
適
合
し
て
講

じ
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
点
検
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

59
2条

の
7

第
三
十
六
条
第
三
十
四
号
か
ら
第
三
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
労
働
者

を
就
か
せ
る
と
き
は
、
当
該
労
働
者
に
対
し
、
次
の
科
目
に
つ
い
て
、
特
別

の
教
育
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
有
害
性

二
　
作
業
の
方
法
及
び
事
故
の
場
合
の
措
置

三
　
作
業
開
始
時
の
設
備
の
点
検

四
　
保
護
具
の
使
用
方
法

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
ば
く
露
の
防
止

に
関
し
必
要
な
事
項

事
業
者

労
働
者

59
3条

1

著
し
く
暑
熱
又
は
寒
冷
な
場
所
に
お
け
る
業
務
、
多
量
の
高
熱
物
体
、
低
温

物
体
又
は
有
害
物
を
取
り
扱
う
業
務
、
有
害
な
光
線
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
、

ガ
ス
、
蒸
気
又
は
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
有
害
な
場
所
に
お
け
る
業
務
、
病
原

体
に
よ
る
汚
染
の
お
そ
れ
の
著
し
い
業
務
そ
の
他
有
害
な
業
務
に
お
い
て

は
、
当
該
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
使
用
さ
せ
る
た
め
に
、
保
護
衣
、
保

護
眼
鏡
、
呼
吸
用
保
護
具
等
適
切
な
保
護
具
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

労
働
者

18
1条

著
し
く
暑
熱
又
は
寒
冷
の
場
所
に
お
け
る
業
務
、
多
量
の
高
熱
物
体
、
低
温

物
体
又
は
有
害
物
を
取
り
扱
う
業
務
、
有
害
放
射
線
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
、

ガ
ス
、
蒸
氣
又
は
粉
じ
ん
を
発
散
し
、
衞
生
上
有
害
な
場
所
に
お
け
る
業

務
、
病
原
休
に
よ
つ
て
汚
染
の
お
そ
れ
の
著
し
い
業
務
そ
の
他
衞
生
上
有
害

な
業
務
に
お
い
て
は
、
そ
の
作
業
に
從
事
す
る
労
働
者
に
使
用
さ
せ
る
た
め

に
、
防
護
衣
、
保
護
眼
鏡
、
呼
吸
用
保
護
具
等
適
当
な
保
護
具
を
備
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

使
用
者

著
し
く
暑
熱
又
は

寒
冷
の
場
所
に
お

け
る
業
務
、
多
量

の
高
熱
物
体
、
低

温
物
体
又
は
有
害

物
を
取
り
扱
う
業

務
、
有
害
放
射
線

に
さ
ら
さ
れ
る
業

務
、
ガ
ス
、
蒸
氣

又
は
粉
じ
ん
を
発

散
し
、
衞
生
上
有

害
な
場
所
に
お
け

る
業
務
、
病
原
休

に
よ
つ
て
汚
染
の

お
そ
れ
の
著
し
い

業
務
そ
の
他
衞
生

上
有
害
な
業
務
に

お
い
て

労
働
者

－2941－



安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

59
4条

1

皮
膚
に
障
害
を
与
え
る
物
を
取
り
扱
う
業
務
又
は
有
害
物
が
皮
膚
か
ら
吸
収

さ
れ
、
若
し
く
は
侵
入
し
て
、
健
康
障
害
若
し
く
は
感
染
を
お
こ
す
お
そ
れ

の
あ
る
業
務
に
お
い
て
は
、
当
該
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
使
用
さ
せ
る

た
め
に
、
塗
布
剤
、
不
浸
透
性
の
保
護
衣
、
保
護
手
袋
又
は
履
は
き
物
等
適

切
な
保
護
具
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

18
2条

皮
膚
に
障
害
を
與
え
る
も
の
を
取
り
扱
う
業
務
、
皮
膚
か
ら
吸
收
さ
れ
又
は

侵
入
し
て
、
中
毒
又
は
感
染
を
起
す
お
そ
れ
の
あ
る
業
務
に
お
い
て
は
、
そ

の
作
業
に
從
事
す
る
労
働
者
に
使
用
さ
せ
る
た
め
に
、
塗
布
剤
、
不
浸
透
性

の
作
業
衣
、
手
袋
、
履
き
物
等
適
当
な
保
護
具
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。

使
用
者

皮
膚
に
障
害
を
與

え
る
も
の
を
取
り

扱
う
業
務
、
皮
膚

か
ら
吸
收
さ
れ
又

は
侵
入
し
て
、
中

毒
又
は
感
染
を
起

す
お
そ
れ
の
あ
る

業
務
に
お
い
て

労
働
者

59
5条

1
1

強
烈
な
騒
音
を
発
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務
に
お
い
て
は
、
当
該
業
務
に
従

事
す
る
労
働
者
に
使
用
さ
せ
る
た
め
に
、
耳
栓
そ
の
他
の
保
護
具
を
備
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

18
3条

強
烈
な
騒
音
を
発
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務
に
お
い
て
は
、
そ
の
作
業
に
從

事
す
る
労
働
者
に
使
用
さ
せ
る
た
め
に
、
耳
せ
ん
そ
の
他
の
保
護
具
を
備
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

使
用
者

強
烈
な
騒
音
を
発

す
る
場
所
に
お
け

る
業
務
に
お
い
て

労
働
者

59
5条

2
1

前
項
の
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
耳
栓
そ
の
他
の
保
護
具
の
使
用
を
命
じ

た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨

を
、
作
業
中
の
労
働
者
が
容
易
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
見
や
す
い
場

所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

59
6条

1

前
三
条
に
規
定
す
る
保
護
具
に
つ
い
て
は
、
同
時
に
就
業
す
る
労
働
者
の
人

数
と
同
数
以
上
を
備
え
、
常
時
有
効
か
つ
清
潔
に
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

59
7条

事
業
者
か
ら
当
該
業
務
に
必
要
な
保
護
具
の
使
用
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、

当
該
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

第
五
百
九
十
三
条
か
ら
第
五
百
九
十
五
条
ま
で
に
規
定
す
る
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者労

働
者

18
5条

第
百
八
十
一
條
乃
至
第
百
八
十
三
條
に
規
定
す
る
作
業
に
從
事
す
る
労
働
者

は
、
就
業
中
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

第
百
八
十
一
條
乃
至
第
百
八
十
三
條
に
規
定
す
る
作
業
に
從
事
す
る
労
働
者

労
働
者

労
働
者
の
文
言
自
体
は
あ
る
た
め
、
明
記
さ
れ
た
保
護
対

象
と
い
う
整
理
で
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

59
8条

1

保
護
具
又
は
器
具
の
使
用
に
よ
つ
て
、
労
働
者
に
疾
病
感
染
の
お
そ
れ
が
あ

る
と
き
は
、
各
人
専
用
の
も
の
を
備
え
、
又
は
疾
病
感
染
を
予
防
す
る
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

18
6条

保
護
具
又
は
器
具
の
使
用
に
よ
つ
て
、
労
働
者
に
疾
病
感
染
の
お
そ
れ
の
あ

る
場
合
に
は
、
各
人
專
用
の
も
の
を
備
え
又
は
疾
病
感
染
を
予
防
す
る
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

使
用
者

保
護
具
又
は
器
具

の
使
用
に
よ
つ

て
、
労
働
者
に
疾

病
感
染
の
お
そ
れ

の
あ
る
場
合

労
働
者

60
0条

1

労
働
者
を
常
時
就
業
さ
せ
る
屋
内
作
業
場
の
気
積
を
、
設
備
の
占
め
る
容
積

及
び
床
面
か
ら
四
メ
ー
ト
ル
を
こ
え
る
高
さ
に
あ
る
空
間
を
除
き
、
労
働
者

一
人
に
つ
い
て
、
十
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

19
3条

1号

屋
内
に
お
い
て
、
労
働
者
を
常
時
就
業
さ
せ
る
場
合
に
は
、
そ
の
氣
積
及
び

換
氣
は
左
の
各
号
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

一
　
氣
積
は
、
床
面
か
ら
四
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
さ
に
あ
る
空
間
を
除
き
、

一
人
に
つ
い
て
十
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

使
用
者

屋
内
に
お
い
て
、

労
働
者
を
常
時
就

業
さ
せ
る
場
合

労
働
者

60
1条

1
1

労
働
者
を
常
時
就
業
さ
せ
る
屋
内
作
業
場
に
お
い
て
は
、
窓
そ
の
他
の
開
口

部
の
直
接
外
気
に
向
つ
て
開
放
す
る
こ
と
が
で
き
る
部
分
の
面
積
が
、
常
時

床
面
積
の
二
十
分
の
一
以
上
に
な
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
換
気
が
十
分
行
な
わ
れ
る
性
能
を
有
す
る
設
備
を
設
け
た
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

19
3条

2号

屋
内
に
お
い
て
、
労
働
者
を
常
時
就
業
さ
せ
る
場
合
に
は
、
そ
の
氣
積
及
び

換
氣
は
左
の
各
号
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

二
　
換
氣
量
は
、
一
人
に
つ
い
て
毎
時
三
十
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
を
標
準
と

す
る
こ
と
。

使
用
者

屋
内
に
お
い
て
、

労
働
者
を
常
時
就

業
さ
せ
る
場
合

労
働
者

60
1条

2
1

前
条
の
屋
内
作
業
場
の
気
温
が
十
度
以
下
で
あ
る
と
き
は
、
換
気
に
際
し
、

労
働
者
を
毎
秒
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
気
流
に
さ
ら
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

19
3条

3号

屋
内
に
お
い
て
、
労
働
者
を
常
時
就
業
さ
せ
る
場
合
に
は
、
そ
の
氣
積
及
び

換
氣
は
左
の
各
号
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

三
　
直
接
外
氣
に
向
つ
て
開
放
さ
れ
得
る
窓
を
設
け
、
そ
の
面
積
は
床
面
積

の
十
六
分
の
一
以
上
と
す
る
こ
と
。

使
用
者

屋
内
に
お
い
て
、

労
働
者
を
常
時
就

業
さ
せ
る
場
合

労
働
者

60
2条

1

坑
内
の
作
業
場
に
お
い
て
は
、
衛
生
上
必
要
な
分
量
の
空
気
を
坑
内
に
送
給

す
る
た
め
に
、
通
気
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
自

然
換
気
に
よ
り
衛
生
上
必
要
な
分
量
の
空
気
が
供
給
さ
れ
る
坑
内
の
作
業
場

に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

19
4条

1項
坑
内
作
業
に
お
い
て
は
、
衞
生
上
必
要
な
分
量
の
室
氣
を
坑
内
に
送
給
す
る

た
め
に
、
通
氣
施
設
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

使
用
者

坑
内
作
業
に
お
い

て
労
働
者

60
3条

1
第
五
百
八
十
九
条
第
三
号
の
坑
内
の
作
業
場
に
つ
い
て
、
半
月
以
内
ご
と
に

一
回
、
定
期
に
、
当
該
作
業
場
に
お
け
る
通
気
量
を
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

19
4条

2項
前
項
の
場
合
に
は
、
毎
月
二
回
以
上
通
氣
量
を
測
定
し
、
そ
の
結
果
を
記
録

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

使
用
者

前
項
の
場
合

労
働
者

60
3条

2
準
用
規
定

事
業
者

労
働
者

19
4条

2項
前
項
の
場
合
に
は
、
毎
月
二
回
以
上
通
氣
量
を
測
定
し
、
そ
の
結
果
を
記
録

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

使
用
者

前
項
の
場
合

労
働
者

60
4条

1

労
働
者
を
常
時
就
業
さ
せ
る
場
所
の
作
業
面
の
照
度
を
、
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
作
業
の
区
分
に
応
じ
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
感
光
材
料
を
取
り
扱
う
作
業
場
、
坑

内
の
作
業
場
そ
の
他
特
殊
な
作
業
を
行
な
う
作
業
場
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

作
業
の
区
分

基
準

精
密
な
作
業

三
百
ル
ク
ス
以
上

普
通
の
作
業

百
五
十
ル
ク
ス
以
上

粗
な
作
業

七
十
ル
ク
ス
以
上

事
業
者

労
働
者

19
5条

労
働
者
を
常
時
就
業
さ
せ
る
場
所
の
採
光
及
び
照
明
は
、
左
の
各
号
に
よ
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
但
し
、
感
光
材
料
を
取
り
扱
う
作
業
場
及
び
坑

内
等
特
殊
の
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
窓
面
の
有
効
採
光
面
積
は
床
面
積
の
五
分
の
一
以
上
と
す
る
こ
と
。

二
　
作
業
面
の
照
度
は
左
の
基
準
に
よ
る
こ
と
。

精
密
な
作
業
　
　
百
ル
ク
ス
以
上

普
通
の
作
業
　
五
十
ル
ク
ス
以
上

粗
な
作
業
　
　
二
十
ル
ク
ス
以
上

使
用
者

労
働
者
を
常
時
就

業
さ
せ
る
場
所
の

採
光
及
び
照
明

労
働
者

労
働
者
の
文
言
自
体
は
あ
る
た
め
、
明
記
さ
れ
た
保
護
対

象
と
い
う
整
理
で
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

60
5条

1
1

採
光
及
び
照
明
に
つ
い
て
は
、
明
暗
の
対
照
が
著
し
く
な
く
、
か
つ
、
ま
ぶ

し
さ
を
生
じ
さ
せ
な
い
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

19
6条

採
光
と
照
明
は
、
明
暗
の
対
象
を
著
し
く
な
い
よ
う
に
し
、
且
つ
ま
ぶ
し
さ

を
起
さ
せ
な
い
方
法
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者

採
光
と
照
明

労
働
者

60
5条

2
1

労
働
者
を
常
時
就
業
さ
せ
る
場
所
の
照
明
設
備
に
つ
い
て
、
六
月
以
内
ご
と

に
一
回
、
定
期
に
、
点
検
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

60
6条

1

暑
熱
、
寒
冷
又
は
多
湿
の
屋
内
作
業
場
で
、
有
害
の
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
冷
房
、
暖
房
、
通
風
等
適
当
な
温
湿
度
調
節
の
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

19
8条

前
條
に
規
定
す
る
作
業
場
で
あ
つ
て
、
衞
生
上
有
害
の
お
そ
れ
の
あ
る
場
合

に
は
、
暖
房
、
通
風
等
適
当
な
温
濕
度
調
節
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。

使
用
者

前
條
に
規
定
す
る

作
業
場
で
あ
つ

て
、
衞
生
上
有
害

の
お
そ
れ
の
あ
る

場
合

労
働
者

60
7条

1

第
五
百
八
十
七
条
に
規
定
す
る
暑
熱
、
寒
冷
又
は
多
湿
の
屋
内
作
業
場
に
つ

い
て
、
半
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
当
該
屋
内
作
業
場
に
お
け
る
気

温
、
湿
度
及
び
ふ
く
射
熱
（
ふ
く
射
熱
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
号
か
ら
第

八
号
ま
で
の
屋
内
作
業
場
に
限
る
。
）
を
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

労
働
者

19
7条

暑
熱
、
寒
冷
又
は
多
濕
の
屋
内
作
業
場
に
お
い
て
は
、
毎
月
二
回
以
上
氣
温

又
は
濕
度
を
測
定
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

使
用
者

暑
熱
、
寒
冷
又
は

多
濕
の
屋
内
作
業

場
に
お
い
て

労
働
者

60
7条

2
準
用
規
定

事
業
者

労
働
者

19
7条

暑
熱
、
寒
冷
又
は
多
濕
の
屋
内
作
業
場
に
お
い
て
は
、
毎
月
二
回
以
上
氣
温

又
は
濕
度
を
測
定
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

使
用
者

暑
熱
、
寒
冷
又
は
多
濕
の
屋
内
作
業
場
に
お
い
て

労
働
者

60
8条

1

屋
内
作
業
場
に
多
量
の
熱
を
放
散
す
る
溶
融
炉
等
が
あ
る
と
き
は
、
加
熱
さ

れ
た
空
気
を
直
接
屋
外
に
排
出
し
、
又
は
そ
の
放
射
す
る
ふ
く
射
熱
か
ら
労

働
者
を
保
護
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

19
9条

作
業
場
内
に
多
量
の
熱
を
放
散
す
る
溶
融
炉
等
の
あ
る
場
合
に
は
、
加
熱
さ

れ
た
空
氣
を
直
接
屋
外
に
排
出
し
又
は
そ
の
放
射
す
る
ふ
く
射
線
か
ら
労
働

者
を
保
護
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

使
用
者

作
業
場
内
に
多
量

の
熱
を
放
散
す
る

溶
融
炉
等
の
あ
る

場
合

労
働
者

60
9条

1
加
熱
さ
れ
た
炉
の
修
理
に
際
し
て
は
、
適
当
に
冷
却
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、

労
働
者
を
そ
の
内
部
に
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

20
0条

加
熱
さ
れ
た
炉
、
汽
罐
等
の
修
理
に
際
し
て
は
、
適
当
に
冷
却
し
た
後
で
な

け
れ
ば
、
労
働
者
を
そ
の
内
部
に
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

使
用
者

加
熱
さ
れ
た
炉
、

汽
罐
等
の
修
理
に

際
し
て
は
？

労
働
者

－2942－



安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

61
0条

1

作
業
の
性
質
上
給
湿
を
行
な
う
と
き
は
、
有
害
に
な
ら
な
い
限
度
に
お
い
て

こ
れ
を
行
な
い
、
か
つ
、
噴
霧
に
は
清
浄
な
水
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。

事
業
者

労
働
者

20
1条

作
業
の
性
質
上
給
濕
を
行
う
場
合
に
は
、
衞
生
上
有
害
と
な
ら
ぬ
限
度
に
こ

れ
を
行
い
、
且
つ
噴
霧
に
は
清
淨
な
水
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

使
用
者

作
業
の
性
質
上
給

濕
を
行
う
場
合

労
働
者

61
1条

1

坑
内
に
お
け
る
気
温
を
三
十
七
度
以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た

だ
し
、
高
温
に
よ
る
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
人

命
救
助
又
は
危
害
防
止
に
関
す
る
作
業
を
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

事
業
者

労
働
者

20
3条

坑
内
作
業
場
に
お
け
る
氣
温
は
、
攝
氏
三
十
七
度
以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
場
合
に
は
第
百
七
十
八
條
但
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

使
用
者

坑
内
作
業
場
に
お

け
る
氣
温

労
働
者

61
2条

1
第
五
百
八
十
九
条
第
二
号
の
坑
内
の
作
業
場
に
つ
い
て
、
半
月
以
内
ご
と
に

一
回
、
定
期
に
、
当
該
作
業
場
に
お
け
る
気
温
を
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

20
2条

坑
内
に
お
い
て
氣
温
が
攝
氏
二
十
八
度
を
超
え
又
は
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る

場
所
に
つ
い
て
は
、
毎
月
二
回
以
上
氣
温
を
測
定
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

使
用
者

坑
内
に
お
い
て
氣

温
が
攝
氏
二
十
八

度
を
超
え
又
は
超

え
る
お
そ
れ
の
あ

る
場
所
に
つ
い
て

労
働
者

61
2条

2
準
用
規
定

労
働
者

20
2条

坑
内
に
お
い
て
氣
温
が
攝
氏
二
十
八
度
を
超
え
又
は
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る

場
所
に
つ
い
て
は
、
毎
月
二
回
以
上
氣
温
を
測
定
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

使
用
者

坑
内
に
お
い
て
氣

温
が
攝
氏
二
十
八

度
を
超
え
又
は
超

え
る
お
そ
れ
の
あ

る
場
所
に
つ
い
て

労
働
者

61
3条

1
労
働
者
が
有
効
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
休
憩
の
設
備
を
設
け
る
よ
う
に

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

20
4条

事
業
場
に
は
、
労
働
者
が
有
効
に
利
用
し
得
る
休
憩
の
設
備
を
設
け
る
よ
う

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

使
用
者

事
業
場

労
働
者

61
4条

1

著
し
く
暑
熱
、
寒
冷
又
は
多
湿
の
作
業
場
、
有
害
な
ガ
ス
、
蒸
気
又
は
粉
じ

ん
を
発
散
す
る
作
業
場
そ
の
他
有
害
な
作
業
場
に
お
い
て
は
、
作
業
場
外
に

休
憩
の
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
坑
内
等
特
殊
な

作
業
場
で
こ
れ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

20
5条

坑
内
等
特
殊
の
事
由
あ
る
場
合
を
除
き
、
著
し
く
暑
熱
、
寒
冷
又
は
多
濕
の

作
業
場
、
有
害
の
ガ
ス
、
蒸
氣
又
は
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
作
業
場
そ
の
他
衞

生
上
有
害
な
作
業
場
に
お
い
て
は
、
作
業
場
外
に
休
憩
の
設
備
を
設
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

使
用
者

坑
内
等
特
殊
の
事

由
あ
る
場
合
を
除

き
、
著
し
く
暑

熱
、
寒
冷
又
は
多

濕
の
作
業
場
、
有

害
の
ガ
ス
、
蒸
氣

又
は
粉
じ
ん
を
発

散
す
る
作
業
場
そ

の
他
衞
生
上
有
害

な
作
業
場
に
お
い

て

労
働
者

61
5条

1

持
続
的
立
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
就
業
中
し
ば
し
ば
す
わ
る
こ
と
の
で
き

る
機
会
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
労
働
者
が
利
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
い
す
を

備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

20
6条

持
続
的
立
業
に
從
事
す
る
労
働
者
で
あ
つ
て
、
就
業
中
し
ば
し
ば
き
坐
し
得

る
機
会
の
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
労
働
者
が
利
用
し
得
る
い
す
を
備
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

使
用
者

持
続
的
立
業
に
從

事
す
る
労
働
者
で

あ
つ
て
、
就
業
中

し
ば
し
ば
き
坐
し

得
る
機
会
の
あ
る

場
合

労
働
者

61
6条

1
1

夜
間
に
労
働
者
に
睡
眠
を
与
え
る
必
要
の
あ
る
と
き
、
又
は
労
働
者
が
就
業

の
途
中
に
仮
眠
す
る
こ
と
の
で
き
る
機
会
が
あ
る
と
き
は
、
適
当
な
睡
眠
又

は
仮
眠
の
場
所
を
、
男
性
用
と
女
性
用
に
区
別
し
て
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

20
7条

1項

夜
間
労
働
者
に
睡
眠
を
與
え
る
必
要
の
あ
る
場
合
又
は
労
働
者
が
就
業
の
途

中
に
仮
眠
し
得
る
機
会
の
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
場
に
、
適
当
な
睡
眠

又
は
仮
眠
の
場
所
を
、
男
女
用
に
区
別
し
て
、
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

使
用
者

夜
間
労
働
者
に
睡

眠
を
與
え
る
必
要

の
あ
る
場
合
又
は

労
働
者
が
就
業
の

途
中
に
仮
眠
し
得

る
機
会
の
あ
る
場

合

（
夜
間
）
労
働
者

61
6条

2
1

前
項
の
場
所
に
は
、
寝
具
、
か
や
そ
の
他
必
要
な
用
品
を
備
え
、
か
つ
、
疾

病
感
染
を
予
防
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

20
7条

2項
前
項
の
場
所
に
は
、
寢
具
、
か
や
そ
の
他
必
要
な
用
品
を
備
え
、
且
つ
疾
病

感
染
を
予
防
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

使
用
者

前
項
の
場
所

労
働
者

61
7条

1
多
量
の
発
汗
を
伴
う
作
業
場
に
お
い
て
は
、
労
働
者
に
与
え
る
た
め
に
、
塩

及
び
飲
料
水
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

20
8条

多
量
の
発
汗
を
伴
う
作
業
場
に
お
い
て
は
、
労
働
者
に
與
え
る
た
め
に
、
塩

及
び
飮
料
水
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

使
用
者

多
量
の
発
汗
を
伴

う
作
業
場
に
お
い

て
労
働
者

61
8条

1

常
時
五
十
人
以
上
又
は
常
時
女
性
三
十
人
以
上
の
労
働
者
を
使
用
す
る
と
き

は
、
労
働
者
が
が
床
す
る
こ
と
の
で
き
る
休
養
室
又
は
休
養
所
を
、
男
性
用

と
女
性
用
に
区
別
し
て
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

20
9条

常
時
五
十
人
以
上
又
は
女
子
三
十
人
以
上
の
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
場
に

お
い
て
は
、
労
働
者
の
が
床
し
得
る
休
養
室
又
は
休
養
所
を
、
男
女
用
に
区

別
し
て
、
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

使
用
者

常
時
五
十
人
以
上

又
は
女
子
三
十
人

以
上
の
労
働
者
を

使
用
す
る
事
業
場

に
お
い
て

労
働
者

61
9条

1

次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
日
常
行
う
清
掃
の
ほ
か
、
大
掃
除
を
、
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期

に
、
統
一
的
に
行
う
こ
と
。

二
　
ね
ず
み
、
昆
虫
等
の
発
生
場
所
、
生
息
場
所
及
び
侵
入
経
路
並
び
に
ね

ず
み
、
昆
虫
等
に
よ
る
被
害
の
状
況
に
つ
い
て
、
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、

定
期
に
、
統
一
的
に
調
査
を
実
施
し
、
当
該
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
ね
ず

み
、
昆
虫
等
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三
　
ね
ず
み
、
昆
虫
等
の
防
除
の
た
め
殺
そ
剤
又
は
殺
虫
剤
を
使
用
す
る
場

合
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
十
四
条
又
は
第
十

九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
を
用
い

る
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

【
1号

関
係
】

21
0条

2項

【
1号

関
係
】

21
0条

2項
→
事
業
場
に
お
い
て
は
、
年
二
回
有
効
な
大
掃
除
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

使
用
者

事
業
場
に
お
い
て

労
働
者

62
0条

作
業
場
の
清
潔
に
注
意
し
、
廃
棄
物
を
定
め
ら
れ
た
場
所
以
外
の
場
所
に
す

て
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

21
1条

労
働
者
は
事
業
場
の
清
潔
に
注
意
し
、
廃
棄
物
を
定
め
ら
れ
た
場
所
以
外
に

棄
て
な
い
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

労
働
者

労
働
者

労
働
者
の
文
言
自
体
は
あ
る
た
め
、
明
記
さ
れ
た
保
護
対

象
と
い
う
整
理
で
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

62
2条

1
有
害
物
、
腐
敗
し
や
す
い
物
又
は
悪
臭
の
あ
る
物
に
よ
る
汚
染
の
お
そ
れ
が

あ
る
床
及
び
周
壁
を
、
必
要
に
応
じ
、
洗
浄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

21
3条

有
害
物
、
腐
敗
し
や
す
い
も
の
又
は
惡
臭
の
あ
る
も
の
に
よ
つ
て
汚
染
の
お

そ
れ
の
あ
る
床
及
び
周
壁
は
、
し
ば
し
ば
洗
じ
よ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。

使
用
者

有
害
物
、
腐
敗
し

や
す
い
も
の
又
は

惡
臭
の
あ
る
も
の

に
よ
つ
て
汚
染
の

お
そ
れ
の
あ
る
床

及
び
周
壁

労
働
者

62
3条

1

前
条
の
床
及
び
周
壁
並
び
に
水
そ
の
他
の
液
体
を
多
量
に
使
用
す
る
こ
と
に

よ
り
湿
潤
の
お
そ
れ
が
あ
る
作
業
場
の
床
及
び
周
壁
を
、
不
浸
透
性
の
材
料

で
塗
装
し
、
か
つ
、
排
水
に
便
利
な
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

21
4条

前
條
に
規
定
す
る
場
所
及
び
水
そ
の
他
の
液
体
を
多
量
に
使
用
す
る
た
め
に

濕
潤
の
お
そ
れ
の
あ
る
作
業
場
の
周
壁
及
び
床
面
は
、
な
る
べ
く
不
侵
透
性

の
材
料
を
以
て
塗
裝
し
、
床
は
排
水
に
便
利
な
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

使
用
者

前
條
に
規
定
す
る

場
所
及
び
水
そ
の

他
の
液
体
を
多
量

に
使
用
す
る
た
め

に
濕
潤
の
お
そ
れ

の
あ
る
作
業
場
の

周
壁
及
び
床
面

労
働
者

62
4条

1
1

汚
物
を
、
一
定
の
場
所
に
お
い
て
露
出
し
な
い
よ
う
に
処
理
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

21
5条

1項
汚
物
は
、
一
定
の
場
所
に
お
い
て
露
出
し
な
い
よ
う
に
処
置
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
。

使
用
者

汚
物

労
働
者

62
4条

2
1

病
原
体
に
よ
る
汚
染
の
お
そ
れ
が
あ
る
床
、
周
壁
、
容
器
等
を
、
必
要
に
応

じ
、
消
毒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

2項
病
原
体
に
よ
つ
て
汚
染
の
お
そ
れ
の
あ
る
床
、
周
壁
、
容
器
等
は
し
ば
し
ば

消
毒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

使
用
者

病
原
体
に
よ
つ
て
汚
染
の
お
そ
れ
の
あ
る
床
、
周
壁
、
容
器
等
労
働
者

－2943－



安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

62
5条

1
1

身
体
又
は
被
服
を
汚
染
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る

と
き
は
、
洗
眼
、
洗
身
若
し
く
は
う
が
い
の
設
備
、
更
衣
設
備
又
は
洗
た
く

の
た
め
の
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

21
6条

1項
身
体
又
は
被
服
を
汚
染
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
作
業
場
に
お
い
て
は
、
適
当
な

洗
面
所
、
う
が
い
の
設
備
、
更
衣
所
又
は
洗
じ
よ
う
の
設
備
を
設
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。

使
用
者

身
体
又
は
被
服
を

汚
染
す
る
お
そ
れ

の
あ
る
作
業
場
に

お
い
て

労
働
者

62
5条

2
1

前
項
の
設
備
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
必
要
な
用
具
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

労
働
者

21
6条

3項
前
二
項
の
設
備
に
は
そ
れ
ぞ
れ
必
要
な
用
具
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

使
用
者

前
二
項
の
設
備

労
働
者

62
6条

1
労
働
者
の
被
服
が
著
し
く
湿
潤
す
る
作
業
場
に
お
い
て
は
、
被
服
の
乾
燥
設

備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

21
7条

被
服
が
著
し
く
濕
潤
す
る
作
業
場
に
お
い
て
は
、
被
服
を
乾
か
す
設
備
を
設

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

使
用
者

被
服
が
著
し
く
濕
潤
す
る
作
業
場
に
お
い
て

労
働
者

62
7条

1
1

労
働
者
の
飲
用
に
供
す
る
水
そ
の
他
の
飲
料
を
、
十
分
供
給
す
る
よ
う
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

62
7条

2
1

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
三
条
第
九
項
に
規
定
す

る
給
水
装
置
以
外
の
給
水
に
関
す
る
設
備
を
設
け
て
飲
用
し
、
又
は
食
器
の

洗
浄
に
使
用
す
る
水
を
供
給
す
る
と
き
は
、
当
該
水
に
つ
い
て
次
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
地
方
公
共
団
体
等
の
行
う
水
質
検
査
に
よ
り
、
水
道
法
第
四
条
の
規
定

に
よ
る
水
質
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

二
　
給
水
せ
ん
に
お
け
る
水
に
含
ま
れ
る
遊
離
残
留
塩
素
の
含
有
率
を
百
万

分
の
〇
・
一
（
結
合
残
留
塩
素
の
場
合
は
、
百
万
分
の
〇
・
四
）
以
上
に
保

持
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
供
給
す
る
水
が
病
原
生
物
に
著
し
く

汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
又
は
病
原
生
物
に
汚
染
さ
れ
た
こ
と
を
疑

わ
せ
る
よ
う
な
生
物
若
し
く
は
物
質
を
多
量
に
含
む
お
そ
れ
の
あ
る
と
き

は
、
百
万
分
の
〇
・
二
（
結
合
残
留
塩
素
の
場
合
は
、
百
万
分
の
一
・
五
）

以
上
に
す
る
こ
と
。

三
　
有
害
物
、
汚
水
等
に
よ
つ
て
水
が
汚
染
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
適
当
な
汚

染
防
止
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

【
1号

関
係
】

21
8条

1項
【
2号

関
係
】

21
8条

2項
【
3号

関
係
】

21
8条

3項

【
1号

関
係
】

21
8条

1
項 【
2号

関
係
】

21
8条

2
項 【
3号

関
係
】

21
8条

4
項

【
1号

関
係
】

飮
用
又
は
食
品
材
料
等
の
洗
じ
よ
う
に
用
い
る
水
は
、
公
共
團
体
の
水
道
よ

り
供
給
さ
せ
る
清
淨
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

【
2号

関
係
】

私
設
の
水
源
を
用
い
る
場
合
に
は
、
前
項
の
水
は
、
公
共
團
体
等
の
水
質
檢

査
を
受
け
こ
れ
に
合
格
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

【
3号

関
係
】

前
項
の
水
は
有
害
物
、
汚
水
等
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
適
当
な

汚
染
防
止
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

使
用
者

【
1号

関
係
】

飮
用
又
は
食
品
材

料
等
の
洗
じ
よ
う

に
用
い
る
水

【
2号

関
係
】

私
設
の
水
源
を
用

い
る
場
合

【
3号

関
係
】

前
項
の
水

労
働
者

62
8条

1
1

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
便
所
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ

し
、
坑
内
等
特
殊
な
作
業
場
で
こ
れ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な

い
事
由
が
あ
る
場
合
で
、
適
当
な
数
の
便
所
又
は
便
器
を
備
え
た
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
男
性
用
と
女
性
用
に
区
別
す
る
こ
と
。

二
　
男
性
用
大
便
所
の
便
房
の
数
は
、
同
時
に
就
業
す
る
男
性
労
働
者
六
十

人
以
内
ご
と
に
一
個
以
上
と
す
る
こ
と
。

三
　
男
性
用
小
便
所
の
箇
所
数
は
、
同
時
に
就
業
す
る
男
性
労
働
者
三
十
人

以
内
ご
と
に
一
個
以
上
と
す
る
こ
と
。

四
　
女
性
用
便
所
の
便
房
の
数
は
、
同
時
に
就
業
す
る
女
性
労
働
者
二
十
人

以
内
ご
と
に
一
個
以
上
と
す
る
こ
と
。

五
　
便
池
は
、
汚
物
が
土
中
に
浸
透
し
な
い
構
造
と
す
る
こ
と
。

六
　
流
出
す
る
清
浄
な
水
を
十
分
に
供
給
す
る
手
洗
い
設
備
を
設
け
る
こ

と
。

事
業
者

労
働
者

2号
、
3号

、
4号

に
記
載
あ
り
。

21
9条

1項

事
業
場
に
は
、
左
の
各
号
に
よ
つ
て
便
所
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。
但
し
、
坑
内
等
特
殊
の
事
由
あ
る
場
合
、
適
当
数
の
便
所
又
は
便
器
を

備
え
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
男
女
用
に
区
別
し
、
な
る
べ
く
建
物
に
間
仕
切
り
を
設
け
そ
の
出
入
通

路
は
別
に
す
る
こ
と
。

二
　
便
所
の
数
は
、
同
時
に
就
業
す
る
労
働
者
が
百
人
以
下
の
場
合
に
は
、

二
十
人
に
つ
い
て
一
箇
、
百
人
を
超
え
る
場
合
に
は
、
三
十
人
に
つ
い
て
一

箇
の
割
合
と
し
、
男
子
用
小
便
所
は
、
男
子
用
便
所
数
の
三
分
の
二
と
す
る

こ
と
。

三
　
床
及
び
腰
板
は
な
る
べ
く
不
侵
透
性
の
材
料
を
以
て
塗
裝
す
る
こ
と
。

四
　
便
池
は
汚
物
が
土
中
に
浸
透
し
な
い
構
造
と
す
る
こ
と
。

五
　
流
水
式
の
手
洗
い
裝
置
を
設
け
、
清
淨
な
水
を
十
分
に
供
給
す
る
こ

と
。

使
用
者

事
業
場

労
働
者

62
8条

2
1

前
項
の
便
所
及
び
便
器
を
清
潔
に
保
ち
、
汚
物
を
適
当
に
処
理
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

21
9条

2項
前
項
の
便
所
又
は
便
器
は
、
こ
れ
を
清
潔
に
保
ち
、
汚
物
は
適
当
に
処
置
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

使
用
者

前
項
の
便
所
又
は

便
器

労
働
者

62
9条

1

第
六
百
十
四
条
本
文
に
規
定
す
る
作
業
場
に
お
い
て
は
、
作
業
場
外
に
適
当

な
食
事
の
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
労
働
者
が
事

業
場
内
に
お
い
て
食
事
を
し
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

事
業
者

労
働
者

22
0条

1項
第
二
百
五
條
に
規
定
す
る
作
業
場
に
お
い
て
は
、
作
業
場
外
に
適
当
な
食
事

の
場
所
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
但
し
、
労
働
者
が
事
業
場
内
に

お
い
て
食
事
を
し
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

使
用
者

第
二
百
五
條
に
規

定
す
る
作
業
場
に

お
い
て

労
働
者

63
0条

1

事
業
場
に
附
属
す
る
食
堂
又
は
炊
事
場
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
食
堂
と
炊
事
場
と
は
区
別
し
て
設
け
、
採
光
及
び
換
気
が
十
分
で
あ
つ
て
、
そ
う
じ
に

便
利
な
構
造
と
す
る
こ
と
。

二
　
食
堂
の
床
面
積
は
、
食
事
の
際
の
一
人
に
つ
い
て
、
一
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ

と
。

三
　
食
堂
に
は
、
食
卓
及
び
労
働
者
が
食
事
を
す
る
た
め
の
い
す
を
設
け
る
こ
と
（
い
す
に

つ
い
て
は
、
坐
食
の
場
合
を
除
く
。
）
。

四
　
便
所
及
び
廃
物
だ
め
か
ら
適
当
な
距
離
の
あ
る
場
所
に
設
け
る
こ
と
。

五
　
食
器
、
食
品
材
料
等
の
消
毒
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

六
　
食
器
、
食
品
材
料
及
び
調
味
料
の
保
存
の
た
め
に
適
切
な
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

七
　
は
え
そ
の
他
の
こ
ん
虫
、
ね
ず
み
、
犬
、
猫
等
の
害
を
防
ぐ
た
め
の
設
備
を
設
け
る
こ

と
。

八
　
飲
用
及
び
洗
浄
の
た
め
に
、
清
浄
な
水
を
十
分
に
備
え
る
こ
と
。

九
　
炊
事
場
の
床
は
、
不
浸
透
性
の
材
料
で
造
り
、
か
つ
、
洗
浄
及
び
排
水
に
便
利
な
構
造

と
す
る
こ
と
。

十
　
汚
水
及
び
廃
物
は
、
炊
事
場
外
に
お
い
て
露
出
し
な
い
よ
う
に
処
理
し
、
沈
で
ん
槽
そ

う
を
設
け
て
排
出
す
る
等
有
害
と
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

十
一
　
炊
事
従
業
員
専
用
の
休
憩
室
及
び
便
所
を
設
け
る
こ
と
。

十
二
　
炊
事
従
業
員
に
は
、
炊
事
に
不
適
当
な
伝
染
性
の
疾
病
に
か
か
つ
て
い
る
者
を
従
事

さ
せ
な
い
こ
と
。

十
三
　
炊
事
従
業
員
に
は
、
炊
事
専
用
の
清
潔
な
作
業
衣
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

十
四
　
炊
事
場
に
は
、
炊
事
従
業
員
以
外
の
者
を
み
だ
り
に
出
入
り
さ
せ
な
い
こ
と
。

十
五
　
炊
事
場
に
は
、
炊
事
場
専
用
の
履
は
き
物
を
備
え
、
土
足
の
ま
ま
立
ち
入
ら
せ
な
い

こ
と
。

事
業
者

労
働
者

11
号
、
12
号
、
13

号
、
14
号
に
従
業

員
と
の
記
載
あ

り
。

22
1条

事
業
場
に
附
属
す
る
食
堂
又
は
炊
事
場
は
左
の
各
号
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
食
堂
と
炊
事
場
と
は
区
別
し
て
設
け
、
採
光
と
換
氣
が
十
分
で
あ
つ
て
、
掃
除
に
便
利

な
構
造
と
す
る
こ
と
。

二
　
食
堂
の
床
面
積
は
、
食
事
の
際
の
一
人
に
つ
い
て
一
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ

と
。

三
　
食
堂
に
は
、
食
卓
及
び
坐
食
の
場
合
の
外
労
働
者
が
食
事
を
す
る
た
め
の
い
す
を
設
け

る
こ
と
。

四
　
便
所
及
び
廃
物
だ
め
か
ら
適
当
の
距
離
の
あ
る
場
所
に
設
け
る
こ
と
。

五
　
食
器
、
食
品
材
料
等
の
消
毒
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

六
　
食
器
、
食
品
材
料
及
び
調
味
料
の
保
存
の
た
め
に
適
当
な
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

七
　
は
え
そ
の
他
の
昆
虫
、
ね
ず
み
、
犬
、
猫
等
の
害
を
防
ぐ
た
め
の
設
備
を
設
け
る
こ

と
。

八
　
飮
用
及
び
洗
じ
よ
う
の
た
め
に
、
清
淨
な
水
を
十
分
に
備
え
る
こ
と
。

九
　
炊
事
場
の
床
は
土
の
ま
ま
と
せ
ず
、
洗
じ
よ
う
及
び
排
水
に
便
利
な
構
造
と
す
る
こ

と
。

十
　
汚
水
及
び
廃
物
は
炊
事
場
外
に
お
い
て
露
出
し
な
い
よ
う
に
処
置
し
、
衞
生
上
有
害
と

な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

十
一
　
炊
事
從
業
員
專
用
の
便
所
を
設
け
る
こ
と
。

十
二
　
炊
事
從
業
員
に
は
、
炊
事
に
不
適
当
な
傳
染
性
の
疾
病
に
か
か
つ
て
い
る
者
を
從
事

さ
せ
な
い
こ
と
。

十
三
　
炊
事
從
業
員
に
は
、
炊
事
專
用
の
清
潔
な
作
業
衣
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

十
四
　
炊
事
場
に
は
、
炊
事
從
業
員
以
外
の
者
を
み
だ
り
に
出
入
さ
せ
な
い
こ
と
。

十
五
　
炊
事
場
に
は
、
炊
事
場
專
用
の
履
き
物
を
備
え
、
土
足
の
ま
ま
立
ち
入
ら
せ
な
い
こ

と
。

使
用
者

事
業
場
に
附
属
す

る
食
堂
又
は
炊
事

場
労
働
者

63
1条

1

事
業
場
に
お
い
て
労
働
者
に
対
し
給
食
を
行
な
う
と
き
は
、
当
該
給
食
に
関

し
、
栄
養
の
確
保
及
び
向
上
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

22
2条

1項
事
業
場
に
お
い
て
、
労
働
者
に
対
し
て
、
一
回
三
百
食
以
上
又
は
一
日
五
百

食
以
上
の
給
食
を
行
う
場
合
に
は
、
栄
養
士
を
置
く
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
。

使
用
者

事
業
場
に
お
い

て
、
労
働
者
に
対

し
て
、
一
回
三
百

食
以
上
又
は
一
日

五
百
食
以
上
の
給

食
を
行
う
場
合

労
働
者

63
2条

1
1

事
業
場
に
お
い
て
、
労
働
者
に
対
し
、
一
回
百
食
以
上
又
は
一
日
二
百
五
十

食
以
上
の
給
食
を
行
な
う
と
き
は
、
栄
養
士
を
置
く
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

22
2条

2項
栄
養
士
は
、
食
品
材
料
の
調
査
、
選
択
、
献
立
の
作
成
、
栄
養
價
の
算
定
、

廃
棄
量
の
調
査
、
労
働
者
の
し
好
調
査
等
を
衞
生
管
理
者
及
び
炊
事
從
業
員

と
協
力
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

栄
養
士

労
働
者

63
2条

2
1

栄
養
士
が
、
食
品
材
料
の
調
査
又
は
選
択
、
献
立
の
作
成
、
栄
養
価
の
算

定
、
廃
棄
量
の
調
査
、
労
働
者
の
し
好
調
査
、
栄
養
指
導
等
を
衛
生
管
理
者

及
び
給
食
関
係
者
と
協
力
し
て
行
な
う
よ
う
に
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

労
働
者

22
2条

2項
栄
養
士
は
、
食
品
材
料
の
調
査
、
選
択
、
献
立
の
作
成
、
栄
養
價
の
算
定
、

廃
棄
量
の
調
査
、
労
働
者
の
し
好
調
査
等
を
衞
生
管
理
者
及
び
炊
事
從
業
員

と
協
力
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

栄
養
士

労
働
者

63
3条

1
1

負
傷
者
の
手
当
に
必
要
な
救
急
用
具
及
び
材
料
を
備
え
、
そ
の
備
付
け
場
所

及
び
使
用
方
法
を
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

事
業
者

労
働
者

22
3条

1項
事
業
場
に
は
、
負
傷
者
の
手
当
に
必
要
な
救
急
用
具
及
び
材
料
を
備
え
、
そ

の
設
置
場
所
及
び
使
用
方
法
を
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

使
用
者

事
業
場

労
働
者

63
3条

2
1

前
項
の
救
急
用
具
及
び
材
料
を
常
時
清
潔
に
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

事
業
者

労
働
者

22
3条

2項
救
急
用
具
及
び
材
料
は
、
こ
れ
を
常
時
清
潔
に
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

使
用
者

救
急
用
具
及
び
材

料
労
働
者

－2944－



安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

63
4条

1

前
条
第
一
項
の
救
急
用
具
及
び
材
料
と
し
て
、
少
な
く
と
も
、
次
の
品
目
を

備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
ほ
う
帯
材
料
、
ピ
ン
セ
ツ
ト
及
び
消
毒
薬

二
　
高
熱
物
体
を
取
り
扱
う
作
業
場
そ
の
他
火
傷
の
お
そ
れ
の
あ
る
作
業
場

に
つ
い
て
は
、
火
傷
薬

三
　
重
傷
者
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
作
業
場
に
つ
い
て
は
、
止
血
帯
、
副

木
、
担
架
等

事
業
者

労
働
者

63
4条

の
2

法
第
二
十
九
条
の
二
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
所

？
明
記
な
し

63
5条

1

法
第
三
十
条
第
一
項
第
一
号
の
協
議
組
織
の
設
置
及
び
運
営
に
つ
い
て
は
、

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
特
定
元
方
事
業
者
及
び
す
べ
て
の
関
係
請
負
人
が
参
加
す
る
協
議
組
織

を
設
置
す
る
こ
と
。

二
　
当
該
協
議
組
織
の
会
議
を
定
期
的
に
開
催
す
る
こ
と
。

特
定
元
方
事
業
者

（
法
第
十
五
条
第

一
項
の
特
定
元
方

事
業
者
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）

労
働
者
及
び
関
係

請
負
人
の
労
働
者

法
30
条
１
項
参

照
。

63
5条

2
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
元
方
事
業
者
が
設
置
す
る
協
議
組
織
に
参
加
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

関
係
請
負
人

労
働
者
及
び
関
係

請
負
人
の
労
働
者

法
32
条
1項

参
照
。

63
6条

法
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
の
作
業
間
の
連
絡
及
び
調
整
に
つ
い
て
は
、
随

時
、
特
定
元
方
事
業
者
と
関
係
請
負
人
と
の
間
及
び
関
係
請
負
人
相
互
間
に

お
け
る
連
絡
及
び
調
整
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

特
定
元
方
事
業
者

労
働
者
及
び
関
係

請
負
人
の
労
働
者

法
30
条
1項

参
照
。

63
7条

1
法
第
三
十
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
巡
視
に
つ
い
て
は
、
毎
作
業
日

に
少
な
く
と
も
一
回
、
こ
れ
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

特
定
元
方
事
業
者

労
働
者
及
び
関
係

請
負
人
の
労
働
者

法
30
条
1項

参
照
。

63
7条

2
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
元
方
事
業
者
が
行
な
う
巡
視
を
拒
み
、
妨
げ
、
又

は
忌
避
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

関
係
請
負
人

労
働
者
及
び
関
係

請
負
人
の
労
働
者

前
項
参
照
。

63
8条

法
第
三
十
条
第
一
項
第
四
号
の
教
育
に
対
す
る
指
導
及
び
援
助
に
つ
い
て

は
、
当
該
教
育
を
行
な
う
場
所
の
提
供
、
当
該
教
育
に
使
用
す
る
資
料
の
提

供
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

特
定
元
方
事
業
者

労
働
者
及
び
関
係

請
負
人
の
労
働
者

法
30
条
1項

参
照
。

63
8条

の
2

法
第
三
十
条
第
一
項
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
種
の
内
容

？

63
8条

の
3

同
号
の
計
画
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
工
程
表
等
の
当
該
仕
事
の
工
程
に
関
す

る
計
画
並
び
に
当
該
作
業
場
所
に
お
け
る
主
要
な
機
械
、
設
備
及
び
作
業
用

の
仮
設
の
建
設
物
の
配
置
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

法
第
三
十
条
第
一

項
第
五
号
に
規
定

す
る
特
定
元
方
事

業
者

労
働
者
及
び
関
係

請
負
人
の
労
働
者

法
30
条
1項

参
照
。

63
8条

の
4

同
号
の
関
係
請
負
人
の
講
ず
べ
き
措
置
に
つ
い
て
の
指
導
に
つ
い
て
は
、
次

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
同
表
第

五
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
機
体
重
量
が
三
ト
ン
以
上

の
も
の
に
限
る
。
）
を
使
用
す
る
作
業
に
関
し
第
百
五
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
関
係
請
負
人
が
定
め
る
作
業
計
画
が
、
法
第
三
十
条
第
一
項
第

五
号
の
計
画
に
適
合
す
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

二
　
つ
り
上
げ
荷
重
が
三
ト
ン
以
上
の
移
動
式
ク
レ
ー
ン
を
使
用
す
る
作
業

に
関
し
ク
レ
ー
ン
則
第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
関
係
請
負

人
が
定
め
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
法
第
三
十
条
第
一
項
第
五
号
の

計
画
に
適
合
す
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

法
第
三
十
条
第
一

項
第
五
号
に
規
定

す
る
特
定
元
方
事

業
者

労
働
者
及
び
関
係

請
負
人
の
労
働
者

法
30
条
1項

参
照
。

63
9条

1

そ
の
労
働
者
及
び
関
係
請
負
人
の
労
働
者
の
作
業
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て

行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
作
業
が
ク
レ
ー
ン
等
（
ク
レ
ー
ン
、
移
動

式
ク
レ
ー
ン
、
デ
リ
ッ
ク
、
簡
易
リ
フ
ト
又
は
建
設
用
リ
フ
ト
で
、
ク
レ
ー

ン
則
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
用
い
て
行
う
も
の

で
あ
る
と
き
は
、
当
該
ク
レ
ー
ン
等
の
運
転
に
つ
い
て
の
合
図
を
統
一
的
に

定
め
、
こ
れ
を
関
係
請
負
人
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

特
定
元
方
事
業
者

労
働
者
及
び
関
係

請
負
人
の
労
働
者

63
9条

2
自
ら
行
な
う
作
業
に
つ
い
て
前
項
の
ク
レ
ー
ン
等
の
運
転
に
つ
い
て
の
合
図

を
定
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
統
一
的
に
定
め
ら
れ
た
合
図
と
同

一
の
も
の
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

特
定
元
方
事
業
者

及
び
関
係
請
負
人

労
働
者
及
び
関
係

請
負
人
の
労
働
者

64
0条

1

そ
の
労
働
者
及
び
関
係
請
負
人
の
労
働
者
の
作
業
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て

行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
場
所
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
故
現
場
等

が
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
故
現
場
等
を
表
示
す
る
標
識
を
統
一
的
に
定
め
、

こ
れ
を
関
係
請
負
人
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
有
機
則
第
二
十
七
条
第
二
項
本
文
（
特
化
則
第
三
十
八
条
の
八
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
を
立
ち

入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
事
故
現
場

二
　
高
圧
則
第
一
条
の
二
第
四
号
の
作
業
室
又
は
同
条
第
五
号
の
気
こ
う
室

三
　
電
離
則
第
三
条
第
一
項
の
区
域
、
電
離
則
第
十
五
条
第
一
項
の
室
、
電

離
則
第
十
八
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な

ら
な
い
場
所
又
は
電
離
則
第
四
十
二
条
第
一
項
の
区
域

四
　
酸
素
欠
乏
症
等
防
止
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
四
十
二
号
。

以
下
「
酸
欠
則
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
の
酸
素
欠
乏
危
険
場
所
又
は

酸
欠
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
を
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
場
所

特
定
元
方
事
業
者

労
働
者
及
び
関
係

請
負
人
の
労
働
者

64
0条

2
当
該
場
所
に
お
い
て
自
ら
行
な
う
作
業
に
係
る
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
故
現

場
等
を
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
統
一
的
に
定
め
ら
れ
た
標
識
と
同
一
の
も
の

に
よ
つ
て
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

特
定
元
方
事
業
者

及
び
関
係
請
負
人

労
働
者
及
び
関
係

請
負
人
の
労
働
者

64
0条

3
そ
の
労
働
者
の
う
ち
必
要
が
あ
る
者
以
外
の
者
を
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事

故
現
場
等
に
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

特
定
元
方
事
業
者

及
び
関
係
請
負
人

労
働
者
及
び
関
係

請
負
人
の
労
働
者

64
1条

1

そ
の
労
働
者
及
び
関
係
請
負
人
の
労
働
者
の
作
業
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て

行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
場
所
に
次
の
容
器
が
集
積
さ
れ
る
と
き

（
第
二
号
に
掲
げ
る
容
器
に
つ
い
て
は
、
屋
外
に
集
積
さ
れ
る
と
き
に
限

る
。
）
は
、
当
該
容
器
を
集
積
す
る
箇
所
を
統
一
的
に
定
め
、
こ
れ
を
関
係

請
負
人
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
有
機
溶
剤
等
（
有
機
則
第
一
条
第
一
項
第
二
号
の
有
機
溶
剤
等
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
特
別
有
機
溶
剤
等
（
特
化
則
第
二
条
第
一
項
第
三

号
の
三
の
特
別
有
機
溶
剤
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
入
れ
て
あ
る
容
器

二
　
有
機
溶
剤
等
又
は
特
別
有
機
溶
剤
等
を
入
れ
て
あ
つ
た
空
容
器
で
有
機

溶
剤
又
は
特
別
有
機
溶
剤
（
特
化
則
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
二
の
特
別
有

機
溶
剤
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
蒸
気
が
発
散
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の

特
定
元
方
事
業
者

労
働
者
及
び
関
係

請
負
人
の
労
働
者

－2945－



安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

64
1条

2
当
該
場
所
に
前
項
の
容
器
を
集
積
す
る
と
き
（
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
容
器

に
つ
い
て
は
、
屋
外
に
集
積
す
る
と
き
に
限
る
。
）
は
、
同
項
の
規
定
に
よ

り
統
一
的
に
定
め
ら
れ
た
箇
所
に
集
積
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

特
定
元
方
事
業
者

及
び
関
係
請
負
人

労
働
者
及
び
関
係

請
負
人
の
労
働
者

64
2条

1

そ
の
労
働
者
及
び
関
係
請
負
人
の
労
働
者
の
作
業
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て

行
な
わ
れ
る
と
き
に
は
、
次
の
場
合
に
行
な
う
警
報
を
統
一
的
に
定
め
、
こ

れ
を
関
係
請
負
人
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
当
該
場
所
に
あ
る
エ
ツ
ク
ス
線
装
置
（
令
第
六
条
第
五
号
の
エ
ツ
ク
ス

線
装
置
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
電
力
が
供
給
さ
れ
て
い
る
場
合

二
　
当
該
場
所
に
あ
る
電
離
則
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
放
射
性
物
質
を

装
備
し
て
い
る
機
器
に
よ
り
照
射
が
行
な
わ
れ
て
い
る
場
合

三
　
当
該
場
所
に
お
い
て
発
破
が
行
な
わ
れ
る
場
合

四
　
当
該
場
所
に
お
い
て
火
災
が
発
生
し
た
場
合

五
　
当
該
場
所
に
お
い
て
、
土
砂
の
崩
壊
、
出
水
若
し
く
は
な
だ
れ
が
発
生

し
た
場
合
又
は
こ
れ
ら
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合

特
定
元
方
事
業
者

労
働
者
及
び
関
係

請
負
人
の
労
働
者

64
2条

2

当
該
場
所
に
お
い
て
、
エ
ツ
ク
ス
線
装
置
に
電
力
を
供
給
す
る
場
合
、
前
項

第
二
号
の
機
器
に
よ
り
照
射
を
行
な
う
場
合
又
は
発
破
を
行
な
う
場
合
は
、

同
項
の
規
定
に
よ
り
統
一
的
に
定
め
ら
れ
た
警
報
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
。
当
該
場
所
に
お
い
て
、
火
災
が
発
生
し
た
こ
と
又
は
土
砂
の
崩

壊
、
出
水
若
し
く
は
な
だ
れ
が
発
生
し
た
こ
と
若
し
く
は
こ
れ
ら
が
発
生
す

る
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
を
知
つ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

特
定
元
方
事
業
者

及
び
関
係
請
負
人

労
働
者
及
び
関
係

請
負
人
の
労
働
者

64
2条

3

第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
規
定

に
よ
り
警
報
が
行
な
わ
れ
た
と
き
は
、
危
険
が
あ
る
区
域
に
い
る
そ
の
労
働

者
の
う
ち
必
要
が
あ
る
者
以
外
の
者
を
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

特
定
元
方
事
業
者

及
び
関
係
請
負
人

危
険
が
あ
る
区
域

に
い
る
そ
の
労
働

者
の
う
ち
必
要
が

あ
る
者
以
外
の
者

労
働
者
及
び
関
係

請
負
人
の
労
働
者

64
2条

の
2

1

ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
労
働
者
及
び
関
係

請
負
人
の
労
働
者
の
作
業
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
と
き
は
、
第

三
百
八
十
九
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
元
方
事
業
者
及
び
関

係
請
負
人
が
行
う
避
難
等
の
訓
練
に
つ
い
て
、
そ
の
実
施
時
期
及
び
実
施
方

法
を
統
一
的
に
定
め
、
こ
れ
を
関
係
請
負
人
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

特
定
元
方
事
業
者

労
働
者
及
び
関
係

請
負
人
の
労
働
者

64
2条

の
2

2
避
難
等
の
訓
練
を
行
う
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
統
一
的
に
定
め
ら
れ

た
実
施
時
期
及
び
実
施
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

特
定
元
方
事
業
者

及
び
関
係
請
負
人

労
働
者
及
び
関
係

請
負
人
の
労
働
者

64
2条

の
2

3
関
係
請
負
人
が
行
う
避
難
等
の
訓
練
に
対
し
て
、
必
要
な
指
導
及
び
資
料
の

提
供
等
の
援
助
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

特
定
元
方
事
業
者

労
働
者
及
び
関
係

請
負
人
の
労
働
者

64
2条

の
2

の
2

第
64
2条

の
2の

規
定
の
準
用
規
定
（
特
定
元
方
事
業
者
が
土
石
流
危
険
河

川
に
お
い
て
建
設
作
業
の
作
業
を
行
う
場
所
）

特
定
元
方
事
業
者

労
働
者
及
び
関
係

請
負
人
の
労
働
者

64
2条

の
2

の
3

そ
の
労
働
者
及
び
関
係
請
負
人
の
労
働
者
の
作
業
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て

行
わ
れ
る
と
き
は
、
当
該
場
所
の
状
況
（
労
働
者
に
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ

の
あ
る
箇
所
の
状
況
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
当
該
場

所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
作
業
相
互
の
関
係
等
に
関
し
関
係
請
負
人
が
そ
の
労

働
者
で
あ
つ
て
当
該
場
所
で
新
た
に
作
業
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
つ
た
も
の

に
対
し
て
周
知
を
図
る
こ
と
に
資
す
る
た
め
、
当
該
関
係
請
負
人
に
対
し
、

当
該
周
知
を
図
る
た
め
の
場
所
の
提
供
、
当
該
周
知
を
図
る
た
め
に
使
用
す

る
資
料
の
提
供
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
当

該
特
定
元
方
事
業
者
が
、
自
ら
当
該
関
係
請
負
人
の
労
働
者
に
当
該
場
所
の

状
況
、
作
業
相
互
の
関
係
等
を
周
知
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

建
設
業
に
属
す
る

事
業
を
行
う
特
定

元
方
事
業
者

労
働
者
及
び
関
係

請
負
人
の
労
働
者

64
2条

の
3

そ
の
労
働
者
及
び
関
係
請
負
人
の
労
働
者
の
作
業
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て

行
わ
れ
る
と
き
は
、
当
該
場
所
の
状
況
（
労
働
者
に
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ

の
あ
る
箇
所
の
状
況
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
当
該
場

所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
作
業
相
互
の
関
係
等
に
関
し
関
係
請
負
人
が
そ
の
労

働
者
で
あ
つ
て
当
該
場
所
で
新
た
に
作
業
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
つ
た
も
の

に
対
し
て
周
知
を
図
る
こ
と
に
資
す
る
た
め
、
当
該
関
係
請
負
人
に
対
し
、

当
該
周
知
を
図
る
た
め
の
場
所
の
提
供
、
当
該
周
知
を
図
る
た
め
に
使
用
す

る
資
料
の
提
供
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
当

該
特
定
元
方
事
業
者
が
、
自
ら
当
該
関
係
請
負
人
の
労
働
者
に
当
該
場
所
の

状
況
、
作
業
相
互
の
関
係
等
を
周
知
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

建
設
業
に
属
す
る

事
業
を
行
う
特
定

元
方
事
業
者

労
働
者
及
び
関
係

請
負
人
の
労
働
者

64
3条

1

法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
名
は
、
次
の
者
に
つ
い
て
、
あ
ら
か

じ
め
そ
の
者
の
同
意
を
得
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
法
第
三
十
条
第
二
項
の
場
所
に
お
い
て
特
定
事
業
（
法
第
十
五
条
第
一

項
の
特
定
事
業
を
い
う
。
）
の
仕
事
を
自
ら
行
う
請
負
人
で
、
建
築
工
事
に

お
け
る
躯
く
体
工
事
等
当
該
仕
事
の
主
要
な
部
分
を
請
け
負
つ
た
も
の
（
当

該
仕
事
の
主
要
な
部
分
が
数
次
の
請
負
契
約
に
よ
つ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ

り
当
該
請
負
人
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
請
負
人
の
う
ち
、
最
も

先
次
の
請
負
契
約
の
当
事
者
で
あ
る
者
）

二
　
前
号
の
者
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
が
互
選
し
た
者

特
定
事
業
の
仕
事

の
発
注
者
（
注
文

者
の
う
ち
、
そ
の

仕
事
を
他
の
者
か

ら
請
け
負
わ
な
い

で
注
文
し
て
い
る

者
）
で
、
特
定
元

方
事
業
者
以
外
の

も
の

法
第
三
十
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る

指
名

法
30
条
2項

参
照

労
働
者
及
び
関
係

請
負
人
の
労
働
者

法
30
条
2項

参
照

64
3条

2
同
項
の
規
定
に
よ
る
指
名
が
で
き
な
い
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
当

該
場
所
を
管
轄
す
る
労
働
基
準
監
督
署
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

法
第
三
十
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り

特
定
元
方
事
業
者

を
指
名
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
発
注

者
（
同
項
の
発
注

者
を
い
う
。
）
又

は
請
負
人

労
働
者
及
び
関
係

請
負
人
の
労
働
者

法
30
条
2項

参
照

64
3条

の
2

随
時
、
元
方
事
業
者
と
関
係
請
負
人
と
の
間
及
び
関
係
請
負
人
相
互
感
に
お

け
る
連
絡
及
び
調
整
を
行
う
こ
と
（
労
働
安
衛
生
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
55
6

頁
）
。

元
方
事
業
者

労
働
者
及
び
関
係

請
負
人
の
労
働
者

64
3条

の
3

1

そ
の
労
働
者
及
び
関
係
請
負
人
の
労
働
者
の
作
業
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て

行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
作
業
が
ク
レ
ー
ン
等
を
用
い
て
行
う
も
の

で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
ク
レ
ー
ン
等
の
運
転
に
つ
い
て
の
合
図
を
統
一
的
に

定
め
、
こ
れ
を
関
係
請
負
人
に
周
知
さ
せ
る
こ
と
（
労
働
安
全
衛
生
ハ
ン
ド

ブ
ッ
ク
55
6頁

）

元
方
事
業
者

関
係
請
負
人

労
働
者
及
び
関
係

請
負
人
の
労
働
者

64
3条

の
3

2
自
ら
行
う
作
業
に
つ
い
て
ク
レ
ー
ン
等
の
運
転
に
つ
い
て
の
合
図
を
定
め
る

と
き
は
、
統
一
的
に
定
め
ら
れ
た
合
図
と
同
一
の
も
の
を
定
め
る
こ
と
（
労

働
安
全
衛
生
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
55
6頁

）

元
方
事
業
者
及
び

関
係
請
負
人

労
働
者
及
び
関
係

請
負
人
の
労
働
者

－2946－



安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

64
3条

の
4

1

そ
の
労
働
者
及
び
関
係
請
負
人
の
労
働
者
の
作
業
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て

行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
場
所
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
故
現
場
等

が
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
故
現
場
等
を
表
示
す
る
標
識
を
統
一
的
に
定
め
、

こ
れ
を
関
係
請
負
人
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
有
機
則
第
二
十
七
条
第
二
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
を
立
ち
入
ら

せ
て
は
な
ら
な
い
事
故
現
場

二
　
電
離
則
第
三
条
第
一
項
の
区
域
、
電
離
則
第
十
五
条
第
一
項
の
室
、
電

離
則
第
十
八
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な

ら
な
い
場
所
又
は
電
離
則
第
四
十
二
条
第
一
項
の
区
域

三
　
酸
欠
則
第
九
条
第
一
項
の
酸
素
欠
乏
危
険
場
所
又
は
酸
欠
則
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
を
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
所

元
方
事
業
者

労
働
者
及
び
関
係

請
負
人
の
労
働
者

64
3条

の
4

2
当
該
場
所
に
お
い
て
自
ら
行
う
作
業
に
係
る
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
故
現
場

等
を
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
統
一
的
に
定
め
ら
れ
た
標
識
と
同
一
の
も
の
に

よ
つ
て
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

元
方
事
業
者
及
び

関
係
請
負
人

労
働
者
及
び
関
係

請
負
人
の
労
働
者

64
3条

の
4第

1項
参
照

64
3条

の
4

3
そ
の
労
働
者
の
う
ち
必
要
が
あ
る
者
以
外
の
者
を
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事

故
現
場
等
に
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

元
方
事
業
者
及
び

関
係
請
負
人

労
働
者
の
う
ち
必

要
が
あ
る
者
以
外

の
者

労
働
者
及
び
関
係

請
負
人
の
労
働
者

64
3条

の
4第

2項
参
照

64
3条

の
5

1
準
用
規
定
（
有
機
溶
剤
等
の
容
器
の
集
積
箇
所
の
統
一
）

元
方
事
業
者
？

労
働
者
及
び
関
係
請
負
人
の
労
働
者

64
3条

の
5

2
準
用
規
定
（
有
機
溶
剤
等
の
容
器
の
集
積
箇
所
の
統
一
）

元
方
事
業
者
及
び

関
係
請
負
人
？

労
働
者
及
び
関
係
請
負
人
の
労
働
者

64
3条

の
6

1

そ
の
労
働
者
及
び
関
係
請
負
人
の
労
働
者
の
作
業
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て

行
わ
れ
る
と
き
に
は
、
次
の
場
合
に
行
う
警
報
を
統
一
的
に
定
め
、
こ
れ
を

関
係
請
負
人
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
当
該
場
所
に
あ
る
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
に
電
力
が
供
給
さ
れ
て
い
る
場
合

二
　
当
該
場
所
に
あ
る
電
離
則
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
放
射
性
物
質
を

装
備
し
て
い
る
機
器
に
よ
り
照
射
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合

三
　
当
該
場
所
に
お
い
て
火
災
が
発
生
し
た
場
合

元
方
事
業
者

労
働
者
及
び
関
係

請
負
人
の
労
働
者

64
3条

の
6

2

当
該
場
所
に
お
い
て
、
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
に
電
力
を
供
給
す
る
場
合
又
は
前

項
第
二
号
の
機
器
に
よ
り
照
射
を
行
う
場
合
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
統
一

的
に
定
め
ら
れ
た
警
報
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
当
該
場
所
に
お

い
て
、
火
災
が
発
生
し
た
こ
と
又
は
火
災
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と

を
知
つ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

元
方
事
業
者
及
び

関
係
請
負
人

労
働
者
及
び
関
係

請
負
人
の
労
働
者

64
3条

の
6

3
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
警
報
が
行

わ
れ
た
と
き
は
、
危
険
が
あ
る
区
域
に
い
る
そ
の
労
働
者
の
う
ち
必
要
が
あ

る
者
以
外
の
者
を
退
避
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

元
方
事
業
者
及
び

関
係
請
負
人

労
働
者
の
う
ち
必

要
が
あ
る
者
以
外

の
者

労
働
者
及
び
関
係

請
負
人
の
労
働
者

64
3条

の
7

法
30
条
2項

の
規
定
に
よ
る
指
名
が
で
き
な
い
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の

旨
を
当
該
場
所
を
管
轄
す
る
労
働
基
準
監
督
署
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
（
安
全
衛
生
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
55
7頁

）

法
30
条
2項

の
規
定

に
よ
り
元
方
事
業

者
を
指
名
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
発

注
者
又
は
請
負
人

安
全
衛
生
ハ
ン
ド

ブ
ッ
ク
55
7頁

参
照

労
働
者
及
び
関
係

請
負
人
の
労
働
者

64
3条

の
8

法
30
条
2項

の
規
定
に
よ
る
指
名
が
で
き
な
い
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の

旨
を
そ
の
場
所
を
管
轄
す
る
労
働
基
準
監
督
署
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
（
安
全
衛
生
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
55
8頁

）

元
方
事
業
者
を
指

名
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
発
注
者
又

は
請
負
人

安
全
衛
生
ハ
ン
ド

ブ
ッ
ク
55
8頁

参
照

労
働
者
及
び
関
係

請
負
人
の
労
働
者

64
3条

の
9

1
準
用
規
定
（
救
護
に
関
す
る
技
術
的
事
項
を
管
理
す
る
者
）

？
64
3条

の
9

2
準
用
規
定

？

64
4条

同
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
（
同
項
の
請
負
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
章

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
労
働
者
に
く
い
打
機
又
は
く
い
抜
機
を
使
用
さ
せ
る

と
き
は
、
当
該
く
い
打
機
又
は
く
い
抜
機
に
つ
い
て
は
、
第
二
編
第
二
章
第

二
節
（
第
百
七
十
二
条
、
第
百
七
十
四
条
か
ら
第
百
七
十
六
条
ま
で
、
第
百

七
十
八
条
か
ら
第
百
八
十
一
条
ま
で
及
び
第
百
八
十
三
条
に
限
る
。
）
に
規

定
す
る
く
い
打
機
又
は
く
い
抜
機
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

法
第
三
十
一
条
第

一
項
の
注
文
者

（
以
下
「
注
文

者
」
と
い
う
。
）

請
負
人
の
労
働
者

64
5条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
の
労
働
者
に
軌
道
装
置

を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
軌
道
装
置
に
つ
い
て
は
、
第
二
編
第
二
章
第

三
節
（
第
百
九
十
六
条
か
ら
第
二
百
四
条
ま
で
、
第
二
百
七
条
か
ら
第
二
百

九
条
ま
で
、
第
二
百
十
二
条
、
第
二
百
十
三
条
及
び
第
二
百
十
五
条
か
ら
第

二
百
十
七
条
ま
で
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
軌
道
装
置
の
基
準
に
適
合
す
る

も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

注
文
者

請
負
人
の
労
働
者

64
6条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
の
労
働
者
に
型
わ
く
支

保
工
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
型
わ
く
支
保
工
に
つ
い
て
は
、
法
第
四

十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
及
び
第
二
編
第
三

章
（
第
二
百
三
十
七
条
か
ら
第
二
百
三
十
九
条
ま
で
、
第
二
百
四
十
二
条
及

び
第
二
百
四
十
三
条
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
型
わ
く
支
保
工
の
基
準
に
適

合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

注
文
者

請
負
人
の
労
働
者

64
7条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
の
労
働
者
に
ア
セ
チ
レ

ン
溶
接
装
置
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
に
つ
い

て
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
第
三
百
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
三
百
三
条
に
規
定
す
る
発

生
器
室
の
基
準
に
適
合
す
る
発
生
器
室
内
に
設
け
る
こ
と
。

二
　
ゲ
ー
ジ
圧
力
七
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
上
の
ア
セ
チ
レ
ン
を
発
生
し
、
又
は

使
用
す
る
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
に
あ
つ
て
は
、
第
三
百
五
条
第
一
項
に
規

定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三
　
前
号
の
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
以
外
の
ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
の
清
浄

器
、
導
管
等
で
ア
セ
チ
レ
ン
が
接
触
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
は
、
銅
を

使
用
し
な
い
こ
と
。

四
　
発
生
器
及
び
安
全
器
は
、
法
第
四
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
規
格
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

五
　
安
全
器
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
第
三
百
六
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合

す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

注
文
者

請
負
人
の
労
働
者

－2947－



安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

64
8条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
の
労
働
者
に
交
流
ア
ー

ク
溶
接
機
（
自
動
溶
接
機
を
除
く
。
）
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
交
流

ア
ー
ク
溶
接
機
に
、
法
第
四
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
る
規
格
に
適
合
す
る
交
流
ア
ー
ク
溶
接
機
用
自
動
電
撃
防
止
装
置
を
備
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
場
所
以
外
の
場
所
に
お
い
て
使

用
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
船
舶
の
二
重
底
又
は
ピ
ー
ク
タ
ン
ク
の
内
部
そ
の
他
導
電
体
に
囲
ま
れ

た
著
し
く
狭
あ
い
な
場
所

二
　
墜
落
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
高
さ
が
二
メ
ー

ト
ル
以
上
の
場
所
で
、
鉄
骨
等
導
電
性
の
高
い
接
地
物
に
労
働
者
が
接
触
す

る
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ

注
文
者

請
負
人
の
労
働
者

64
9条

1

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
の
労
働
者
に
電
動
機
を

有
す
る
機
械
又
は
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
動
機
械
器
具
」
と
い

う
。
）
で
、
対
地
電
圧
が
百
五
十
ボ
ル
ト
を
こ
え
る
移
動
式
若
し
く
は
可
搬

式
の
も
の
又
は
水
等
導
電
性
の
高
い
液
体
に
よ
つ
て
湿
潤
し
て
い
る
場
所
そ

の
他
鉄
板
上
、
鉄
骨
上
、
定
盤
上
等
導
電
性
の
高
い
場
所
に
お
い
て
使
用
す

る
移
動
式
若
し
く
は
可
搬
式
の
も
の
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
電
動
機

械
器
具
が
接
続
さ
れ
る
電
路
に
、
当
該
電
路
の
定
格
に
適
合
し
、
感
度
が
良

好
で
あ
り
、
か
つ
、
確
実
に
作
動
す
る
感
電
防
止
用
漏
電
し
や
断
装
置
を
接

続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

注
文
者

請
負
人
の
労
働
者

64
9条

2

同
項
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、
電
動
機
械
器
具

の
金
属
性
外
わ
く
、
電
動
機
の
金
属
製
外
被
等
の
金
属
部
分
を
、
第
三
百
三

十
三
条
第
二
項
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
接
地
で
き
る
も
の
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

前
項
の
注
文
者

65
0条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
の
労
働
者
に
潜
函
か
ん

等
を
使
用
さ
せ
る
場
合
で
、
当
該
労
働
者
が
当
該
潜
函
か
ん
等
の
内
部
で
明

り
掘
削
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
当
該
潜
函
か
ん
等
に
つ
い
て
、
次
の
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
掘
下
げ
の
深
さ
が
二
十
メ
ー
ト
ル
を
こ
え
る
と
き
は
、
送
気
の
た
め
の

設
備
を
設
け
る
こ
と
。

二
　
前
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
編
第
六
章
第
一
節
第
三
款
（
第
三

百
七
十
六
条
第
二
号
並
び
に
第
三
百
七
十
七
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号

に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
潜
函
か
ん
等
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
こ

と
。

注
文
者

請
負
人
の
労
働
者

65
1条

1

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
の
労
働
者
に
ず
い
道
等

を
使
用
さ
せ
る
場
合
で
、
当
該
労
働
者
が
ず
い
道
等
の
建
設
の
作
業
を
行
な

う
と
き
（
落
盤
又
は
肌
は
だ
落
ち
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

の
あ
る
と
き
に
限
る
。
）
は
、
当
該
ず
い
道
等
に
つ
い
て
ず
い
道
支
保
工
を

設
け
、
ロ
ツ
ク
ボ
ル
ト
を
施
す
等
落
盤
又
は
肌
は
だ
落
ち
を
防
止
す
る
た
め

の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

注
文
者

請
負
人
の
労
働
者

65
1条

2

前
項
の
ず
い
道
支
保
工
に
つ
い
て
は
、
第
二
編
第
六
章
第
二
節
第
二
款
（
第

三
百
九
十
条
、
第
三
百
九
十
一
条
及
び
第
三
百
九
十
四
条
に
限
る
。
）
に
規

定
す
る
ず
い
道
支
保
工
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。

注
文
者

65
2条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
の
労
働
者
に
ず
い
道
型

わ
く
支
保
工
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
ず
い
道
型
わ
く
支
保
工
を
、
第

二
編
第
六
章
第
二
節
第
三
款
に
規
定
す
る
ず
い
道
型
わ
く
支
保
工
の
基
準
に

適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

注
文
者

請
負
人
の
労
働
者

65
3条

1

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
の
労
働
者
に
、
作
業

床
、
物
品
揚
卸
口
、
ピ
ツ
ト
、
坑
又
は
船
舶
の
ハ
ツ
チ
を
使
用
さ
せ
る
と
き

は
、
こ
れ
ら
の
建
設
物
等
の
高
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
箇
所
で
墜
落
に
よ

り
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ
に
囲
い
、
手
す
り
、
覆

お
お
い
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
囲
い
、
手
す
り
、

覆
お
お
い
等
を
設
け
る
こ
と
が
作
業
の
性
質
上
困
難
な
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

注
文
者

請
負
人
の
労
働
者

65
3条

2
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
作
業
床
で
高
さ
又
は
深
さ
が
一
・
五
メ
ー
ト
ル
を

こ
え
る
箇
所
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
が
安
全
に
昇
降
す
る
た
め

の
設
備
等
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

注
文
者

請
負
人
の
労
働
者

65
4条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
の
労
働
者
に
架
設
通
路

を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
架
設
通
路
を
、
第
五
百
五
十
二
条
に
規
定
す

る
架
設
通
路
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

注
文
者

請
負
人
の
労
働
者

65
5条

1

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
の
労
働
者
に
、
足
場
を
使
用
さ
せ
る
と

き
は
、
当
該
足
場
に
つ
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
構
造
及
び
材
料
に
応
じ
て
、
作
業
床
の
最
大
積
載
荷
重
を
定
め
、
か
つ
、
こ
れ
を
足
場

の
見
や
す
い
場
所
に
表
示
す
る
こ
と
。

二
　
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
若
し
く
は
中
震
以
上
の
地
震
又
は
足
場
の
組
立
て
、

一
部
解
体
若
し
く
は
変
更
の
後
に
お
い
て
は
、
足
場
に
お
け
る
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
次

の
事
項
に
つ
い
て
点
検
し
、
危
険
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
速
や
か
に
修
理
す
る
こ
と
。

イ
　
床
材
の
損
傷
、
取
付
け
及
び
掛
渡
し
の
状
態

ロ
　
建
地
、
布
、
腕
木
等
の
緊
結
部
、
接
続
部
及
び
取
付
部
の
緩
み
の
状
態

ハ
　
緊
結
材
及
び
緊
結
金
具
の
損
傷
及
び
腐
食
の
状
態

ニ
　
足
場
用
墜
落
防
止
設
備
の
取
り
外
し
及
び
脱
落
の
有
無

ホ
　
幅
木
等
の
取
付
状
態
及
び
取
り
外
し
の
有
無

ヘ
　
脚
部
の
沈
下
及
び
滑
動
の
状
態

ト
　
筋
か
い
、
控
え
、
壁
つ
な
ぎ
等
の
補
強
材
の
取
付
け
の
状
態

チ
　
建
地
、
布
及
び
腕
木
の
損
傷
の
有
無

リ
　
突
り
よ
う
と
つ
り
索
と
の
取
付
部
の
状
態
及
び
つ
り
装
置
の
歯
止
め
の
機
能

三
　
前
二
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
四
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
規
格
及
び
第
二
編
第
十
章
第
二
節
（
第
五
百
五
十
九
条
か
ら
第
五
百
六
十
一
条
ま

で
、
第
五
百
六
十
二
条
第
二
項
、
第
五
百
六
十
三
条
、
第
五
百
六
十
九
条
か
ら
第
五
百
七
十

二
条
ま
で
及
び
第
五
百
七
十
四
条
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
足
場
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

注
文
者

請
負
人
の
労
働
者

－2948－



安
衛
則

20 (1
)

20 (2
)

20 (3
)

21 ①
21 ②

22 (1
)

22 (2
)

22 (4
)

23
25

規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

65
5条

2

前
項
第
二
号
の
点
検
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
足
場
を
使

用
す
る
作
業
を
行
う
仕
事
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
当
該
点
検
の
結
果

二
　
前
号
の
結
果
に
基
づ
い
て
修
理
等
の
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
措
置
の
内
容

注
文
者

請
負
人
の
労
働
者

65
5条

の
2

1

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
の
労
働
者
に
、
作
業
構

台
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
構
台
に
つ
い
て
、
次
の
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
構
造
及
び
材
料
に
応
じ
て
、
作
業
床
の
最
大
積
載
荷
重
を
定
め
、
か

つ
、
こ
れ
を
作
業
構
台
の
見
や
す
い
場
所
に
表
示
す
る
こ
と
。

二
　
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
若
し
く
は
中
震
以
上
の
地
震
又
は
作

業
構
台
の
組
立
て
、
一
部
解
体
若
し
く
は
変
更
の
後
に
お
い
て
は
、
作
業
構

台
に
お
け
る
作
業
を
開
始
す
る
前
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
点
検
し
、
危
険

の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
速
や
か
に
修
理
す
る
こ
と
。

イ
　
支
柱
の
滑
動
及
び
沈
下
の
状
態

ロ
　
支
柱
、
は
り
等
の
損
傷
の
有
無

ハ
　
床
材
の
損
傷
、
取
付
け
及
び
掛
渡
し
の
状
態

ニ
　
支
柱
、
は
り
、
筋
か
い
等
の
緊
結
部
、
接
続
部
及
び
取
付
部
の
緩
み
の

状
態

ホ
　
緊
結
材
及
び
緊
結
金
具
の
損
傷
及
び
腐
食
の
状
態

ヘ
　
水
平
つ
な
ぎ
、
筋
か
い
等
の
補
強
材
の
取
付
状
態
及
び
取
り
外
し
の
有

無 ト
　
手
す
り
等
及
び
中
桟
等
の
取
り
外
し
及
び
脱
落
の
有
無

三
　
前
二
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
編
第
十
一
章
（
第
五
百
七
十
五

条
の
二
、
第
五
百
七
十
五
条
の
三
及
び
第
五
百
七
十
五
条
の
六
に
限
る
。
）

に
規
定
す
る
作
業
構
台
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

注
文
者

請
負
人
の
労
働
者

65
5条

の
2

2

前
項
第
二
号
の
点
検
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
作
業
構
台

を
使
用
す
る
作
業
を
行
う
仕
事
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
こ
れ
を
保
存
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
当
該
点
検
の
結
果

二
　
前
号
の
結
果
に
基
づ
い
て
修
理
等
の
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
措
置
の
内
容

注
文
者

請
負
人
の
労
働
者

65
6条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
の
労
働
者
に
ク
レ
ー
ン

等
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
ク
レ
ー
ン
等
を
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
特
定
機
械
等
の
構
造
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
法
第
四
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
規
格
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

注
文
者

請
負
人
の
労
働
者

65
7条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
の
労
働
者
に
ゴ
ン
ド
ラ

を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
ゴ
ン
ド
ラ
を
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
特
定
機
械
等
の
構
造
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

注
文
者

請
負
人
の
労
働
者

65
8条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
の
労
働
者
に
局
所
排
気

装
置
を
使
用
さ
せ
る
と
き
（
有
機
則
第
五
条
若
し
く
は
第
六
条
第
二
項
（
特

化
則
第
三
十
八
条
の
八
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
又
は
粉
じ
ん
則
第
四
条
若
し
く
は
第
二
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の

規
定
に
よ
り
請
負
人
が
局
所
排
気
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に

限
る
。
）
は
、
当
該
局
所
排
気
装
置
の
性
能
に
つ
い
て
は
、
有
機
則
第
十
六

条
（
特
化
則
第
三
十
八
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は

粉
じ
ん
則
第
十
一
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
。

注
文
者

請
負
人
の
労
働
者

65
8条

の
2

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
の
労
働
者
に
プ
ッ
シ
ュ

プ
ル
型
換
気
装
置
を
使
用
さ
せ
る
と
き
（
有
機
則
第
五
条
若
し
く
は
第
六
条

第
二
項
（
特
化
則
第
三
十
八
条
の
八
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
又
は
粉
じ
ん
則
第
四
条
若
し
く
は
第
二
十
七
条
第
一
項
た

だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
請
負
人
が
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
限
る
。
）
は
、
当
該
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
の

性
能
に
つ
い
て
は
、
有
機
則
第
十
六
条
の
二
（
特
化
則
第
三
十
八
条
の
八
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
粉
じ
ん
則
第
十
一
条
に
規
定
す
る

基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

注
文
者

請
負
人
の
労
働
者

65
9条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
の
労
働
者
に
全
体
換
気

装
置
を
使
用
さ
せ
る
と
き
（
有
機
則
第
六
条
第
一
項
、
第
八
条
第
二
項
、
第

九
条
第
一
項
、
第
十
条
又
は
第
十
一
条
（
特
化
則
第
三
十
八
条
の
八
に
お
い

て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
請
負
人
が

全
体
換
気
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
る
と
き

は
、
当
該
全
体
換
気
装
置
の
性
能
に
つ
い
て
は
、
有
機
則
第
十
七
条
（
特
化

則
第
三
十
八
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
基

準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

注
文
者

請
負
人
の
労
働
者

66
0条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
の
労
働
者
に
潜
函
か
ん

工
法
そ
の
他
の
圧
気
工
法
に
用
い
る
設
備
で
、
そ
の
作
業
室
の
内
部
の
圧
力

が
大
気
圧
を
超
え
る
も
の
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
設
備
を
、
高
圧
則

第
四
条
か
ら
第
七
条
の
三
ま
で
及
び
第
二
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準

に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

注
文
者

請
負
人
の
労
働
者

66
1条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
の
労
働
者
に
令
第
十
三

条
第
三
項
第
二
十
二
号
の
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該

エ
ッ
ク
ス
線
装
置
に
つ
い
て
は
法
第
四
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
規
格
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

注
文
者

請
負
人
の
労
働
者

－2949－
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規
制
内
容

名
宛
人

(名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

66
2条

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
の
労
働
者
に
令
第
十
三

条
第
三
項
第
二
十
三
号
の
ガ
ン
マ
線
照
射
装
置
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当

該
ガ
ン
マ
線
照
射
装
置
に
つ
い
て
は
法
第
四
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生

労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
で
ガ
ン
マ
線
照
射
装
置
に
係
る
も
の
に
適
合
す
る

も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

注
文
者

請
負
人
の
労
働
者

66
2条

の
2

令
第
九
条
の
三
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
特
化
則
第
二

条
第
三
号
に
規
定
す
る
特
定
第
二
類
物
質
と
す
る
こ
と
。

？
？

66
2条

の
3

法
31
条
の
2の

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
作
業
は
、
同
条
に
規
定
す
る
設
備

の
改
造
、
修
理
、
清
掃
等
で
、
当
該
設
備
を
分
解
す
る
作
業
又
は
当
該
設
備

の
内
部
に
立
ち
入
る
作
業
と
す
る
こ
と
（
安
全
衛
生
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
56
2

頁
）

？
？

66
2条

の
4

1

次
の
事
項
を
記
載
し
た
文
書
（
そ
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
の
作
成
が

さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
作
成
し
、
こ
れ
を
そ
の
請
負
人
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。
一
　
法
第
三
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
物
の
危
険
性
及
び
有
害
性

二
　
当
該
仕
事
の
作
業
に
お
い
て
注
意
す
べ
き
安
全
又
は
衛
生
に
関
す
る
事

項 三
　
当
該
仕
事
の
作
業
に
つ
い
て
講
じ
た
安
全
又
は
衛
生
を
確
保
す
る
た
め

の
措
置

四
　
当
該
物
の
流
出
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
講
ず
べ
き

応
急
の
措
置

法
第
三
十
一
条
の

二
の
注
文
者
（
そ

の
仕
事
を
他
の
者

か
ら
請
け
負
わ
な

い
で
注
文
し
て
い

る
者
に
限
る
。
）

そ
の
仕
事
に
係
る

請
負
人
の
労
働
者

法
31
条
の
2参

照

66
2条

の
4

2
同
項
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
文
書
の
写
し
を
そ
の
請
負

人
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

前
項
の
注
文
者

（
そ
の
仕
事
を
他

の
者
か
ら
請
け
負

わ
な
い
で
注
文
し

て
い
る
者
を
除

く
。
）

そ
の
仕
事
に
係
る

請
負
人
の
労
働
者

法
31
条
の
3参

照

66
2条

の
4

3
請
負
人
が
前
条
の
作
業
を
開
始
す
る
時
ま
で
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

前
項
の
注
文
者

（
そ
の
仕
事
を
他

の
者
か
ら
請
け
負

わ
な
い
で
注
文
し

て
い
る
者
を
除

く
。
）

そ
の
仕
事
に
係
る

請
負
人
の
労
働
者

法
31
条
の
4参

照

66
2条

の
5

法
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
機
械
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

一
　
機
体
重
量
が
三
ト
ン
以
上
の
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七
第

二
号
１
、
２
及
び
４
に
掲
げ
る
も
の

二
　
車
両
系
建
設
機
械
の
う
ち
令
別
表
第
七
第
三
号
１
か
ら
３
ま
で
及
び
６

に
掲
げ
る
も
の

三
　
つ
り
上
げ
荷
重
が
三
ト
ン
以
上
の
移
動
式
ク
レ
ー
ン

？
？

66
2条

の
6

当
該
仕
事
に
係
る
作
業
と
し
て
前
条
第
一
号
の
機
械
を
用
い
て
行
う
荷
の
つ

り
上
げ
に
係
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
特
定
発
注
者
等
と
そ
の
請
負
人

で
あ
つ
て
当
該
機
械
に
係
る
運
転
、
玉
掛
け
又
は
誘
導
の
作
業
そ
の
他
当
該

機
械
に
係
る
作
業
を
行
う
も
の
と
の
間
及
び
当
該
請
負
人
相
互
間
に
お
け
る

作
業
の
内
容
、
作
業
に
係
る
指
示
の
系
統
及
び
立
入
禁
止
区
域
に
つ
い
て
必

要
な
連
絡
及
び
調
整
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

法
第
三
十
一
条
の

三
第
一
項
に
規
定

す
る
特
定
作
業
に

係
る
仕
事
を
自
ら

行
う
発
注
者
又
は

当
該
仕
事
の
全
部

を
請
け
負
つ
た
者

で
、
当
該
場
所
に

お
い
て
当
該
仕
事

の
一
部
を
請
け
負

わ
せ
て
い
る
も
の

（
次
条
及
び
第
六

百
六
十
二
条
の
八

に
お
い
て
「
特
定

発
注
者
等
」
と
い

う
。
）

そ
の
場
所
に
お
い

て
特
定
作
業
に
従

事
す
る
す
べ
て
の

労
働
者

法
31
条
の
3第

1項
参
照
。

66
2条

の
7

当
該
仕
事
に
係
る
作
業
と
し
て
第
六
百
六
十
二
条
の
五
第
二
号
の
機
械
に
係

る
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
特
定
発
注
者
等
と
そ
の
請
負
人
で
あ
つ
て
当

該
機
械
に
係
る
運
転
、
作
業
装
置
の
操
作
（
車
体
上
の
運
転
者
席
に
お
け
る

操
作
を
除
く
。
）
、
玉
掛
け
、
く
い
の
建
て
込
み
、
く
い
若
し
く
は
オ
ー

ガ
ー
の
接
続
又
は
誘
導
の
作
業
そ
の
他
当
該
機
械
に
係
る
作
業
を
行
う
も
の

と
の
間
及
び
当
該
請
負
人
相
互
間
に
お
け
る
作
業
の
内
容
、
作
業
に
係
る
指

示
の
系
統
及
び
立
入
禁
止
区
域
に
つ
い
て
必
要
な
連
絡
及
び
調
整
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

特
定
発
注
者
等

関
係
請
負
人
の
労

働
者

平
4・

8・
24
基
発

48
0号

参
照
。

66
2条

の
8

当
該
仕
事
に
係
る
作
業
と
し
て
第
六
百
六
十
二
条
の
五
第
三
号
の
機
械
に
係

る
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
特
定
発
注
者
等
と
そ
の
請
負
人
で
あ
つ
て
当

該
機
械
に
係
る
運
転
、
玉
掛
け
又
は
運
転
に
つ
い
て
の
合
図
の
作
業
そ
の
他

当
該
機
械
に
係
る
作
業
を
行
う
も
の
と
の
間
及
び
請
負
人
相
互
間
に
お
け
る

作
業
の
内
容
、
作
業
に
係
る
指
示
の
系
統
及
び
立
入
禁
止
区
域
に
つ
い
て
必

要
な
連
絡
及
び
調
整
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

特
定
発
注
者
等

そ
の
場
所
に
お
い

て
特
定
作
業
に
従

事
す
る
す
べ
て
の

労
働
者

法
31
条
の
3第

1項
参
照
。

66
2条

の
9

法
第
三
十
条
の
三
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
講
ず
べ
き
元

方
事
業
者
又
は
指
名
さ
れ
た
事
業
者
が
行
う
労
働
者
の
救
護
に
関
し
必
要
な

事
項
に
つ
い
て
の
訓
練
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

法
第
三
十
二
条
第

三
項
の
請
負
人

労
働
者

そ
の
場
所
に
お
い

て
そ
の
仕
事
の
作

業
に
従
事
す
る
す

べ
て
の
労
働
者

法
30
条
の
3第

1
項
、
4項

参
照

66
3条

1
第
六
百
四
十
四
条
か
ら
第
六
百
六
十
二
条
ま
で
に
規
定
す
る
措
置
が
講
じ
ら

れ
て
い
な
い
こ
と
を
知
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
注
文
者
に
申
し

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

法
第
三
十
二
条
第

四
項
の
請
負
人

建
設
物
等
を
使
用

す
る
労
働
者

法
32
条
4項

参
照

66
3条

2
注
文
者
が
第
六
百
四
十
四
条
か
ら
第
六
百
六
十
二
条
ま
で
に
規
定
す
る
措
置

を
講
ず
る
た
め
に
行
う
点
検
、
補
修
そ
の
他
の
措
置
を
拒
み
、
妨
げ
、
又
は

忌
避
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

法
第
三
十
二
条
第

四
項
の
請
負
人

建
設
物
等
を
使
用

す
る
労
働
者

法
32
条
4項

参
照

66
3条

の
2

第
六
百
六
十
二
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ

て
い
な
い
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
注
文
者
に
申
し
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

法
第
三
十
二
条
第

五
項
の
請
負
人

そ
の
仕
事
に
係
る

請
負
人
の
労
働
者

法
31
条
の
2参

照

－2950－
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規
制
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容

名
宛
人

(名
実
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も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

66
4条

1

そ
の
労
働
者
及
び
関
係
請
負
人
の
労
働
者
の
作
業
が
同
一
の
場
所
に
お
い
て

行
わ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
の
開
始
後
、
遅
滞
な
く
、
次
の
事
項
を
当
該

場
所
を
管
轄
す
る
労
働
基
準
監
督
署
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

一
　
事
業
の
種
類
並
び
に
当
該
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

二
　
関
係
請
負
人
の
事
業
の
種
類
並
び
に
当
該
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
統
括
安
全
衛
生
責
任
者
を
選
任
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
統
括
安
全
衛
生
責
任
者
の
氏
名

四
　
法
第
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
元
方
安
全
衛
生
管
理
者
を
選
任
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
元
方
安
全
衛
生
管
理
者
の
氏
名

五
　
法
第
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
店
社
安
全
衛
生
管
理
者
を
選
任
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
店
社
安
全
衛
生
管
理
者
の
氏
名

（
第
十
八
条
の
六
第
二
項
の
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
統
括
安
全
衛
生
責
任
者

の
職
務
を
行
う
者
及
び
元
方
安
全
衛
生
管
理
者
の
職
務
を
行
う
者
の
氏
名
）

特
定
元
方
事
業
者

（
法
第
三
十
条
第

二
項
又
は
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
指

名
さ
れ
た
事
業
者

を
除
く
。
）

労
働
者
及
び
関
係

請
負
人
の
労
働
者

66
4条

2
準
用
規
定

特
定
元
方
事
業
者

（
法
第
三
十
条
第

二
項
又
は
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
指

名
さ
れ
た
事
業
者

を
除
く
。
）

労
働
者
及
び
関
係

請
負
人
の
労
働
者

66
5条

法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
令
第
十
条
各
号

に
掲
げ
る
機
械
等
を
、
相
当
の
対
価
を
得
て
業
と
し
て
他
の
事
業
者
に
貸
与

す
る
者
と
す
る
。

？
明
記
な
し

66
6条

1

当
該
機
械
等
を
他
の
事
業
者
に
貸
与
す
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
当
該
機
械
等
を
あ
ら
か
じ
め
点
検
し
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
補
修

そ
の
他
必
要
な
整
備
を
行
な
う
こ
と
。

二
　
当
該
機
械
等
の
貸
与
を
受
け
る
事
業
者
に
対
し
、
次
の
事
項
を
記
載
し

た
書
面
を
交
付
す
る
こ
と
。

イ
　
当
該
機
械
等
の
能
力

ロ
　
当
該
機
械
等
の
特
性
そ
の
他
そ
の
使
用
上
注
意
す
べ
き
事
項

前
条
に
規
定
す
る

者
（
以
下
「
機
械

等
貸
与
者
」
と
い

う
。
）

機
械
等
の
貸
与
を

受
け
る
事
業
者
に

係
る
労
働
者

66
6条

2
第
1項

の
例
外
規
定

？
明
記
な
し

66
7条

当
該
機
械
等
を
操
作
す
る
者
が
そ
の
使
用
す
る
労
働
者
で
な
い
と
き
は
、
次

の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
一
　
機
械
等
を
操
作
す
る
者

が
、
当
該
機
械
等
の
操
作
に
つ
い
て
法
令
に
基
づ
き
必
要
と
さ
れ
る
資
格
又

は
技
能
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

二
　
機
械
等
を
操
作
す
る
者
に
対
し
、
次
の
事
項
を
通
知
す
る
こ
と
。

イ
　
作
業
の
内
容

ロ
　
指
揮
の
系
統

ハ
　
連
絡
、
合
図
等
の
方
法

ニ
　
運
行
の
経
路
、
制
限
速
度
そ
の
他
当
該
機
械
等
の
運
行
に
関
す
る
事
項

ホ
　
そ
の
他
当
該
機
械
等
の
操
作
に
よ
る
労
働
災
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要

な
事
項

機
械
等
貸
与
者
か

ら
機
械
等
の
貸
与

を
受
け
た
者

当
該
機
械
等
を
操

作
す
る
者
（
機
械

等
貸
与
者
が
使
用

す
る
労
働
者
で
な

い
と
き
）

66
8条

機
械
等
の
貸
与
を
受
け
た
者
か
ら
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
通

知
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
事
項
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

前
条
の
機
械
等
を

操
作
す
る
者

当
該
機
械
等
を
操

作
す
る
者
（
機
械

等
貸
与
者
が
使
用

す
る
労
働
者
で
な

い
と
き
）

67
0条

1

当
該
建
築
物
の
避
難
用
の
出
入
口
若
し
く
は
通
路
又
は
す
べ
り
台
、
避
難
用

は
し
ご
等
の
避
難
用
の
器
具
で
、
当
該
建
築
物
の
貸
与
を
受
け
た
二
以
上
の

事
業
者
が
共
用
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
避
難
用
で
あ
る
旨
の
表
示
を
し
、

か
つ
、
容
易
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
保
持
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。

法
第
三
十
四
条
の

建
築
物
貸
与
者

（
以
下
「
建
築
物

貸
与
者
」
と
い

う
。
）

当
該
建
築
物
よ

り
、
貸
与
を
受
け

た
事
業
者
の
労
働

者

労
働
安
全
衛
生
法

の
は
な
し
23
3頁

参
照

67
0条

2
前
項
の
出
入
口
又
は
通
路
に
設
け
る
戸
を
、
引
戸
又
は
外
開
戸
と
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。

建
築
物
貸
与
者

当
該
建
築
物
よ

り
、
貸
与
を
受
け

た
事
業
者
の
労
働

者

労
働
安
全
衛
生
法

の
は
な
し
23
4頁

参
照

67
1条

当
該
建
築
物
の
貸
与
を
受
け
た
事
業
者
が
危
険
物
そ
の
他
爆
発
性
若
し
く
は

発
火
性
の
物
の
製
造
若
し
く
は
取
扱
い
を
す
る
と
き
、
又
は
当
該
建
築
物
の

貸
与
を
受
け
た
事
業
者
の
労
働
者
で
、
当
該
建
築
物
の
内
部
で
就
業
す
る
も

の
の
数
が
五
十
人
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
非
常
の
場
合
に
関
係
労
働
者
に
す

み
や
か
に
知
ら
せ
る
た
め
の
自
動
警
報
設
備
、
非
常
ベ
ル
等
の
警
報
用
の
設

備
又
は
携
帯
用
拡
声
器
、
手
動
式
サ
イ
レ
ン
等
の
警
報
用
の
器
具
を
備
え
、

か
つ
、
有
効
に
作
動
す
る
よ
う
に
保
持
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

建
築
物
貸
与
者

関
係
労
働
者

当
該
建
築
物
よ

り
、
貸
与
を
受
け

た
事
業
者
の
労
働

者

労
働
安
全
衛
生
法

の
は
な
し
23
5頁

参
照

67
2条

工
場
の
用
に
供
さ
れ
る
建
築
物
で
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
装
置
を
設
け

た
も
の
を
貸
与
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
建
築
物
の
貸
与
を
受
け
た
二
以

上
の
事
業
者
が
当
該
装
置
の
全
部
又
は
一
部
を
共
用
す
る
こ
と
と
な
る
と
き

は
、
そ
の
共
用
部
分
の
機
能
を
有
効
に
保
持
す
る
た
め
、
点
検
、
補
修
等
の

必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
局
所
排
気
装
置

二
　
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置

三
　
全
体
換
気
装
置

四
　
排
気
処
理
装
置

五
　
排
液
処
理
装
置

建
築
物
貸
与
者

当
該
建
築
物
よ

り
、
貸
与
を
受
け

た
事
業
者
の
労
働

者

労
働
安
全
衛
生
法

の
は
な
し
23
6頁

参
照

67
3条

工
場
の
用
に
供
さ
れ
る
建
築
物
で
飲
用
又
は
食
器
洗
浄
用
の
水
を
供
給
す
る

設
備
を
設
け
た
も
の
を
貸
与
す
る
と
き
は
、
当
該
設
備
を
、
水
道
法
第
三
条

第
九
項
に
規
定
す
る
給
水
装
置
又
は
同
法
第
四
条
の
水
質
基
準
に
適
合
す
る

水
を
供
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

建
築
物
貸
与
者

当
該
建
築
物
よ

り
、
貸
与
を
受
け

た
事
業
者
の
労
働

者

労
働
安
全
衛
生
法

の
は
な
し
23
7頁

参
照

－2951－
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名
宛
人
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式
的

な
主
語

名
宛
人
に
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す
る

特
記
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項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

措
置
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す

る 特
記
事
項

旧
安
衛
則

項
規
制
内
容

名
宛
人

（
名
実
と
も
に
）

実
質
的
な

名
宛
人

形
式
的

な
主
語

名
宛
人
に
関
す
る

特
記
事
項

明
記
さ
れ
た

保
護
対
象

明
記
は
な
い
が

実
質
的
な
保
護
対
象

保
護
対
象
に
関
す
る

特
記
事
項

フ
リ
ー
コ
メ
ン
ト
欄

67
4条

工
場
の
用
に
供
さ
れ
る
建
築
物
で
排
水
に
関
す
る
設
備
を
設
け
た
も
の
を
貸

与
す
る
と
き
は
、
当
該
設
備
の
正
常
な
機
能
が
阻
害
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
汚

水
の
漏
水
等
が
生
じ
な
い
よ
う
、
補
修
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

建
築
物
貸
与
者

当
該
建
築
物
よ

り
、
貸
与
を
受
け

た
事
業
者
の
労
働

者

労
働
安
全
衛
生
法

の
は
な
し
23
8頁

参
照

67
5条

工
場
の
用
に
供
さ
れ
る
建
築
物
を
貸
与
す
る
と
き
は
、
当
該
建
築
物
の
清
潔

を
保
持
す
る
た
め
、
当
該
建
築
物
の
貸
与
を
受
け
た
事
業
者
と
の
協
議
等
に

よ
り
、
清
掃
及
び
ね
ず
み
、
昆
虫
等
の
防
除
に
係
る
措
置
と
し
て
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

一
　
日
常
行
う
清
掃
の
ほ
か
、
大
掃
除
を
、
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期

に
、
統
一
的
に
行
う
こ
と
。

二
　
ね
ず
み
、
昆
虫
等
の
発
生
場
所
、
生
息
場
所
及
び
侵
入
経
路
並
び
に
ね

ず
み
、
昆
虫
等
に
よ
る
被
害
の
状
況
に
つ
い
て
、
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、

定
期
に
、
統
一
的
に
調
査
を
実
施
し
、
当
該
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
ね
ず

み
、
昆
虫
等
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三
　
ね
ず
み
、
昆
虫
等
の
防
除
の
た
め
殺
そ
剤
又
は
殺
虫
剤
を
使
用
す
る
場

合
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に

関
す
る
法
律
第
十
四
条
又
は
第
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た

医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
を
用
い
る
こ
と
。

建
築
物
貸
与
者

当
該
建
築
物
よ

り
、
貸
与
を
受
け

た
事
業
者
の
労
働

者

労
働
安
全
衛
生
法

の
は
な
し
23
9頁

参
照

67
6条

当
該
建
築
物
の
貸
与
を
受
け
た
事
業
者
か
ら
、
局
所
排
気
装
置
、
騒
音
防
止

の
た
め
の
障
壁
そ
の
他
労
働
災
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
設
備
の
設
置
に

つ
い
て
、
当
該
設
備
の
設
置
に
伴
う
建
築
物
の
変
更
の
承
認
、
当
該
設
備
の

設
置
の
工
事
に
必
要
な
施
設
の
利
用
等
の
便
宜
の
供
与
を
求
め
ら
れ
た
と
き

は
、
こ
れ
を
供
与
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

建
築
物
貸
与
者

当
該
建
築
物
よ

り
、
貸
与
を
受
け

た
事
業
者
の
労
働

者

労
働
安
全
衛
生
法

の
は
な
し
24
0頁

参
照

67
7条

貸
与
す
る
建
築
物
に
設
け
る
便
所
で
当
該
建
築
物
の
貸
与
を
受
け
た
二
以
上

の
事
業
者
が
共
用
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
六
百
二
十
八
条
第
一
項
各
号

に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
労
働
者
の
数
に
応
じ
て
設
け
る
べ
き
便
房
等

に
つ
い
て
は
、
当
該
便
所
を
共
用
す
る
事
業
者
の
労
働
者
数
を
合
算
し
た
数

に
基
づ
い
て
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

建
築
物
貸
与
者

労
働
者

当
該
建
築
物
よ

り
、
貸
与
を
受
け

た
事
業
者
の
労
働

者

労
働
安
全
衛
生
法

の
は
な
し
24
1頁

参
照

67
8条

1

貸
与
す
る
建
築
物
に
お
い
て
火
災
の
発
生
、
特
に
有
害
な
化
学
物
質
の
漏
え

い
等
の
非
常
の
事
態
が
発
生
し
た
と
き
に
用
い
る
警
報
を
、
あ
ら
か
じ
め
統

一
的
に
定
め
、
こ
れ
を
当
該
建
築
物
の
貸
与
を
受
け
た
事
業
者
に
周
知
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

建
築
物
貸
与
者

当
該
建
築
物
よ

り
、
貸
与
を
受
け

た
事
業
者
の
労
働

者

労
働
安
全
衛
生
法

の
は
な
し
24
2頁

参
照

67
8条

2

工
場
の
用
に
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れ
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建
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貸
与
す
る
場
合
に
お
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て
、
当
該
建
築
物

の
内
部
に
第
六
百
四
十
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る

事
故
現
場
等
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
故
現
場
等
を
表
示
す
る
標
識
を
統
一

的
に
定
め
、
こ
れ
を
当
該
建
築
物
の
貸
与
を
受
け
た
事
業
者
に
周
知
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

建
築
物
貸
与
者

当
該
建
築
物
よ

り
、
貸
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を
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け

た
事
業
者
の
労
働

者

労
働
安
全
衛
生
法

の
は
な
し
24
3頁

参
照
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【資料 3】 
 

旧安衛則の名宛人等 
 

三柴 丈典 
 

1 定義規定 

第 55 条（使用者に対して、建設物、寄宿舎等の設置、移転等に際して着工の 14 日前ま
でに計画の届出を義務づけた労基法第 54条第 1項に定める危険又は衛生上有害な事業の定
義～3 馬力以上の原動機を使用する事業のうち一定の業種、2 馬力以上の原動機を使用し、
金属の切削、起毛（織物や編物のけばを立てること）・反毛（繊維などを綿状に戻すこと）
を行う事業、発電・送電、ガラス製造、油脂・パラフィン（ろうそく、マッチ、クレヨンな
どの原料となる、石油から分離された半透明の個体で、有機化合物の一種。水をはじく性質
があり、眼刺激性がある）の製造、爆発性、有害性のある薬品を取り扱う業務を行う事業な
ど 3 項目 18 種類～）、第 155 条（乾燥室の定義～熱源を用いて者の加熱乾燥をするための
区画された部屋等～）、第 156 条（内圧容器の定義～ボイラー等一定レベル気体の圧力を蓄
積する容器～）、第 226 条（汽罐と特殊汽罐の定義～汽罐：密閉容器で「専ら」大気圧より
高い圧力の蒸気を発生する蒸汽罐、同じく摂氏 100 度以上まで罐水温度を上げて容器外に
給湯する温水罐、特殊汽罐：密閉容器で蒸気を発生するか蒸気を受け入れて品物を蒸す蒸罐、
密閉容器で大気圧より高い圧力の蒸気を発生する蒸発器、密閉容器で蒸気を蓄積する蓄熱
器～）、第 327 条（揚重機の定義～巻上能力 3 トン以上の起重機（第 1 号）、つかみ能力 0.5
トン以上のグラブバケット付起重機（第 2 号）、主柱又はブームの長さ 10m 以上の起重機
（第 3 号）、巻上能力 2 トン以上のガイデリック又は足付デリック（第 4 号）、のいずれか
に該当する起重機、または、高さ 15ｍ以上のコンクリート用エレベータ（第 5号）、積載能
力 2トン以上の人荷共用か荷物用のエレベータ（第 6号）、のいずれかに該当するエレベー
タ。但し、動力を使用しないものを除く～）、第 387 条（アセチレン溶接の定義～酸素とア
セチレン（溶解アセチレンを除く 1）を用いる金属の溶接や溶断～、アセチレン溶接装置（以
下「溶接装置」という）の定義～アセチレン溶接に必要なアセチレン発生器（アセトンに水
を加えてアセチレンを発生させる機器。以下「発生器」という）から、安全器、清掃機、導
管、吹管に至る器具の総称～）、第 414 条（本命令にいう軌道装置の定義～動力により軌条
で労働者や荷物を運搬するための事業場に附帯する軌道（レール・まくら木・道床）、原動

 
1 安定した爆発の危険がないため適用除外となっている（野口三郎『労働安全衛生規則の
解説（安全の部）』（産業労働福利協会、1948 年（昭和 23 年））242 頁）。 
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機、車輌、巻上機等一切の装置。但し、鉄道営業法等の適用を受けるものを除く～）、 
 

2 用語説明 

第 228 条（制限圧力：構造上可能な最高ゲージ圧力、伝熱面積：伝熱に貢献している表面
面積。ボイラーでは、燃焼ガスが水に触れ、熱を伝える部分の燃焼ガス側の面積等、火格子
（ひごうし）面積：燃料燃焼のための火格子（燃料を燃焼させる時に底部に置く鉄製のすの
こ等）の有効面積）、第 266 条第 4 項（安全低水面：蒸気罐の使用中維持すべき最低水面）、 
 

3 名宛人のない適用除外規定 2 

第 171 条第 1項（「作業の性質その他やむを得ない事由によって」本編（第 2 編）及び第
4 編の安全基準により難い場合、様式第 20 号で所轄労基署長に適用除外の申請ができるこ
と）、第 171 条第 2 項（所轄労基署長は、一定期間を定めて適用除外を許可できること）、
第 225 条第 1 項（やむを得ない事由によって本編（第 3 編）の衛生基準により難い場合、
様式第 20 号で所轄労基署長に適用除外の申請ができること）、第 225 条第 2 項（所轄労基
署長は、一定期間「と基準」を定めて適用除外を許可できること）、第 227 条（汽罐及び特
殊汽罐にかかる性能、寸法を含む仕様、用途等を基準とした適用除外）、 
 

4 名宛人を使用者とした規定 

 第 1 条（安全管理者の選任）、第 4 条（安全管理者の代理者の選任）、第 5 条（安全管理
者の職務に必要な権限の付与）、第 8 条（安全にかかる関係労働者からの意見聴取等）、第 9
条（火元責任者の選任等）、第 10 条（危険物質の取扱い主任者、危険作業の主任者の選任
等）、第 15 条（衛生管理者の選任要件）、第 16 条第 3項（衛生管理者への権限の付与）、第
17 条（衛生管理者の代理者の設置）、第 20条（衛生にかかる関係労働者からの意見聴取等）、
第 21 条（健診結果に基づく就業上の配慮、病者の就業禁止、業務上疾病等の労基署長への
報告）、第 22 条（健診結果統計の作成と労基署長への報告）、第 23 条（衛生管理者の選任
解任等の労基署長への報告）、第 44 条第 1 項（一定の危険業務～汽罐（≓ボイラー）の火付
け（第 1号）、溶接による汽罐（≓ボイラー）の製造・改造や修繕等（第 2号）、巻き上げ能
力の高い起重機業務（第 3 号）、アセチレン溶接装置の作業主任業務（第 4号）、映写機によ
る上映操作（第 5 号）～について、免許を持つ者以外を就業させてはならないこと）、第 45
条第 1 項（第 44条所定の業務より若干危険性の低い危険業務（火元責任者の業務、巻き上

 
2 ここで挙げる規定に名宛人が示されていないのは、主に使用者であっても、本規則が明
示・黙示に名宛人とする様々な者が該当する可能性があることによると解される。 
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げ能力が一定能力未満の起重機業務、レール運輸、土木建築用機械の運転等）について、技
能選考のうえ指名した者以外を就業させてはならないこと）、第 46 条第 1 項（動力伝導装
置の清掃等、粘性質のロール練りの業務、丸のこ盤や帯のこ盤による木材送給、操車場内で
の列車の入換、連結等、レールが通るずい道（トンネル）内部での単独業務等について、未
熟練者を就業させることの禁止）、第 47 条（性行為感染を含む様々な経路で感染する疾患
の病原体の保有者、精神分裂病（現在の統合失調症）、そううつ病等の精神病者で就業不適
当な者、胸膜炎、心臓病等の病歴があって、労働により増悪するおそれがある者等を就業さ
せてはならないこと）、第 58 条（火災や爆発、汽罐（≓ボイラー）等の内圧を持つ容器の破
裂、高速回転体の破裂等、重大な被害をもたらしかねない事故等の使用者による労基署長へ
の報告）、第 303 条（原則として、汽罐検査証と汽罐取扱主任者を、汽罐室等の汽罐設置場
所の見易い場所に掲示すべきこと、汽罐室等の機関設置場所には係員以外をみだりに立ち
入らせないこと、汽罐取扱主任者から汽罐の構造や設備の欠陥について報告を受けたら、直
ちに危害防止措置を講じるべきこと）、第 367 条（所定の事項～揚重機の定期検査・月例検
査に関する定めを策定すること（第 1 号）3、前号の検査結果と対応措置を記録すること（第
2 号）、試験荷重（制限荷重の 2 割増し）を超えた負荷をかけないこと（第 3 号）、制限荷重
を超える場合、直接指揮し、記録すること（第 4号）、指定した物以外に玉掛け及び合図を
行わせないこと（第 5 号）、揚重機の解体、組立、移転は、作業主任者に指揮させること（第
6 号）、揚重機の性能の欠陥を認めたら修繕しない限り使用しないこと（第 7 号）、揚重機を
運転する労働者から危害防止の申し出があれば、すぐに適当な措置を講じること（第 8号）
～を行うべきこと）、第 394 条（所定の事項～原則として、溶接装置等の検査証（ここでの
検査は、第 4 章所定の性能検査、第 381 条所定の落成検査、第 385 条第 2 項所定の性能検
査（休止期間中に性能検査の有効期間が満了した場合に改めて行われる検査）のことと思わ
れる）の番号、溶接主任者の氏名、発生器の種類、型式、製作所名、毎時平均のガス発生算
定料 4等の情報を発生器室内の見易い箇所に掲示すること（第 1 号）、発生器室への係員以
外の不用意な立入を禁止し、その旨標示すること（第 2 号）、発生器から 5ｍ以内や発生器
室から 3ｍ以内では、喫煙、火気の使用等を禁止し、その旨標示すること（第 3 号）、酸素
用の導管とアセチレン用の導管の混同を防ぐための措置（ホースの色を分けるなど）を講じ
ること（第 4号）、溶接装置の設置場所に消火設備を備えること（第 5 号）、溶接作業の場所
には、保護眼鏡と保護手袋を備えること（第 6 号）、溶接装置の構造や設備の欠陥について

 
3 解説書には、検査実施月日、実施指揮者・担当者、検査の対象と程度、良否の判定基
準、不良への対応方法等を規定すべきと示されていた（野口前掲書（1948年（昭和 23
年））220頁）。 
4 カーバイドから発生するアセチレンの量は、アセチレンの品質と使用量で異なるが、良
質なもので、1 トンあたり 280 リットル程度だった（野口前掲書（1948年（昭和 23 年））
253 頁）。 
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労働者から報告を受けた際には、直ちに必要な措置を講じること（第 7号）～を行うべきこ
と）、第 433 条第 1 項（軌道装置の状況に応じ、信号装置を設け、又は換車（軌道を通る車
輌の交換のことと思われる）に関する合図の定めを作るべきこと）、 
 

5 名宛人を使用者その他健診実施事務従事者とした規定 

 第 54 条（使用者その他健診実施事務従事者の守秘義務） 
 

6 名宛人ないし主語を使用者以外の人とした規定 

6．1 名宛人を名実ともに労働者とした規定 

 第 52 条（医師選択の自由～労基法第 52 条第 2 項に基づき使用者指定医以外の者による
健診を求める場合の一定の様式による健診結果の提出～）、第 63 条第 4 項（人との接触の
危険のある動力伝導装置の車軸を跨ぐために設けられた踏切橋がある場所では、車軸を跨
ぐべきこと）、第 73 条第 2 項（原動機や動力伝導装置の運転開始時に、関係労働者に周知
するために定められた合図を遵守すべきこと）、第 87 条第 2 項（第 1 項の定めにより備え
られた運転中の機械の刃の切粉払いや注油のためのブラシ等の用具を使用すべきこと）、第
112 条第 2 項（第 1 項の定めにより、たて坑内等、墜落の危険のある場所での作業に際し
て、使用者が講じる腰綱の使用させる等の防止措置を自身も行うべきこと）、第 121 条第 2
項（労働者は、第 1項が定める投下設備か看視人を設置する等の方法によらずに 3ｍ以上の
高所から物体を投下してはならないこと）、第 127条第 2 項（労働者は、感電や電気やけど
の危険のある作業につき、備えられた保護具を使用すべきこと）、第 128 条第 3 項（溶鉱炉、
溶銑炉、ガラス溶解炉など多量の高熱物を取り扱う場所に備えられた適当な保護具を使用
すべきこと）、第 129 条第 2項（原動機、動力伝導装置等に頭髪や被服が巻き込まれる危険
がある者は、適当な帽子や作業服を着用すべきこと）、第 130 条第 2 項（作業中に手袋の使
用を禁止することを示された機械につき、その指示に従うべきこと）、第 131 条第 2項（歩
行面や作業に適したものとして指定された履物を使用すべきこと）、第 133 条第 2 項（金属
の乾燥研磨、炭酸飲料水のビン詰め等、物体の飛来による危険がある場合、備えられた保護
具を使用すべきこと）、第 140 条第 3項（爆発のおそれのあるガス・蒸気や、粉じんを発生
する場所では、火気の使用等を行わないこと）、第 141 条（特に危険な箇所には原則として
立入を禁止し、火災や爆発の危険がある箇所では火気の使用を禁じる標示をなすべきこと）、
第 149 条第 2 項（喫煙所、ストーブ等火気を使用する場所では、濫りに喫煙、採暖、乾燥
等を行わないこと）、第 179 条第 2項（第 1項に基づいて、使用者が、一定の場所～多量の
高熱物体を取り扱う場所、有害放射線に晒される場所、炭酸ガス濃度が 1.5％を超えるか酸
素濃度が 16％未満の場所、有害物を取り扱う場所、病原体による汚染のおそれが著しい場
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所～につき、立入を禁止した場合、そこに立ち入ってはならないこと）、第 185 条（第 181
から第 183 条所定の衛生上有害な業務～著しい暑熱や寒冷の場所での業務、多量の高熱物
体や低温物体又は有害物を取り扱う業務、有害放射線に晒される業務、ガス、蒸気、粉じん
を発散し、衛生上有害な場所での業務、病原体による汚染のおそれが強い業務等～に従事す
る労働者のために備えられた保護具を使用すべきこと）、第 187 条第 2 項（織機の杼通しの
ため、自ら緒を吸い出してはならないこと）、第 192 条（高圧室内に設置されるべき外部連
絡用の電話等や酸素発生器付救助器等をみだりに外したり失効させてはならないこと）、第
211 条（事業場の清潔に注意し、廃棄物を所定の場所以外に捨てないよう努めるべきこと）、
第 220 条第 2項（前項に基づき、著しい暑熱、寒冷、多湿、有害ガス、蒸気や粉じんを発散
する等衛生上有害な作業場から外れた場所に食事場所が設けられている場合、その場所以
外で食事をしてはならないこと）、第 308 条第 2 項（吹出作業に従事する労働者は、その間
他の作業に従事してはならないこと）5、第 396 条（溶接作業等に従事する労働者は、前 2
条の規定（溶接作業等の安全のため、使用者及び溶接主任者が行うべきこと）により指示さ
れた事項を行うべきこと）、第 433 条第 2 項（前項の定め（軌道を通る車輌の換車（車輌の
交換のことと思われる）に関する合図の定め）を遵守すべきこと）、第 436条（動力車を停
止して離れるときは、制動機を締めるほか、自動防止の措置を講じるべきこと）、第 437 条
（車輌を連結して使用する場合、確実に結合すべきこと）、第 439 条（手押車輌を運転する
場合、所定の事項～車輌の間隔は、上りこう配や水平軌道：6ｍ以上、下りこう配：20ｍ以
上とする（第 1号）、車輌の速度：下りこう配で 15km/時を超えない（第 2 号）～を行うべ
きこと）、 
 

6．2 名宛人を名実ともに火気の使用者とした規制 

 第 149 条第 3 項（喫煙所、ストーブ等における火気の使用者は、確実に残火を始末すべ
きこと） 
 

6．3 名宛人を名実ともに衛生管理者とした規定 

 第 32 条（衛生管理者による登録情報の書き換え申請）、第 33 条（衛生管理者による免許
喪失・毀損時の再交付申請） 
 

 
5 吹出作業は慎重を要する作業であることによる（野口前掲書（1948年（昭和 23 年））
185 頁）。 
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6．4 名宛人を名実ともに危険物取扱者とした規定 

 第 152 条（爆発薬を使用する者 6は、ダイナマイト等を火気に接近させる等危険な方法で
融解しないこと、鉄装具で装てんしないこと、爆発薬の装てんには粘土等適当なものに限る
こと、点火に際して周囲の者に警告すべきこと、不発の場合、一定条件を満たさない限り、
爆発薬装てん箇所に近寄ったり近寄らせたりしないこと、不発の装薬等を掘り出さないこ
と、掘り出す際には、発破に詳しい者の指示を受け、爆発の危険を防止すべきこと）、 
 

6．5 名宛人を名実ともに汽罐等取扱主任者とした規定 

 第 304 条（1日 1回水面測定装置の機能を検査すべきこと、罐水が汚濁せぬよう適宜排水
すべきこと、給水装置の機能の保持に注意すべきこと、安全弁の機能の保持に注意すべきこ
と、蒸気圧が汽罐検査証記載の制限圧力を超えないようにすべきこと、汽罐室を整理整頓す
べきこと、異常を認め次第適当な措置を講じるべきこと）、 
 

6．6 名宛人を名実ともに汽罐士試験の受験者とした規定 

 第 315 条（所定の様式による申請書を所轄都道府県労働基準局長に提出すべきこと）、 
 

6．7 名宛人を名実ともに汽罐士免許証の喪失・毀損者とした規定 

 第 317 条（汽罐士免許証の喪失・毀損者は、所定の様式により、都道府県労働基準局長
に、再交付を申請できること）、 
 

6．8 名宛人を名実ともに汽罐士資格取消処分を受けた者とした規定 

 第 316 条第 2 項（遅滞なく免許証を返還すべきこと）、 
 

6．9 名宛人を名実ともに溶接による汽罐の製造・改造・修繕を行う者とした規

定 7 

 第 318 条（第 44 条第 1 項第 2 号の業務（溶接による汽罐（≓ボイラー）の製造・改造や

 
6 ただし、基本的には使用者を想定していると解される。 
7 外部の業者である場合も、内部の労働者である場合もあると思われる。 
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修繕）に就く者は、汽罐溶接士免許を受けた者（汽罐溶接士）であるべきこと）、 
 

6．10 名宛人を名実ともに汽罐溶接士試験の受験者とした規定 

 第 322 条（所定の様式による申請書を所轄都道府県労働基準局長に提出すべきこと）、 
 

6．11 名宛人を名実ともに汽罐溶接士とした規定 

 第 326 条第 2 項（第 1 項～汽罐の主要部分や特殊な鋼板の溶接等を特別汽罐溶接士、そ
れ以外を普通汽罐溶接士に割り当てている～の作業を行う際、免許証記載の形式以外の溶
接機を使用してはならないこと）、 
 

6．12 名宛人を名実ともに汽罐溶接士免許の有効期間後も同業務の継続を希望

する者とした規定 

 第 323 条第 2 項（第 1 項が定める汽罐溶接士免許証の有効期間～原則 1 年～満了後に継
続して汽罐溶接業務に就こうとする者は、有効期間満了前に、所定の様式をもって、免許を
受けた都道府県労働基準局長に申請すべきこと）8、 
 

6．13 名宛人を名実ともに汽罐溶接士免許証の喪失・毀損者とした規定 

第 325 条（所定の様式により、都道府県労働基準局長に、再交付を申請できること）、 
 

6．14 名宛人を名実ともに汽罐溶接士資格取消処分を受けた者とした規定 

 第 325 条（遅滞なく免許証を返還すべきこと）、 
 

6．15 名宛人を名実ともに起重機運転士試験の受験者とした規定 

 第 373 条（所定の様式による申請書を所轄都道府県労働基準局長に提出すべきこと）、 

 
8 免許の有効期間を原則 1年とすることで、実作業に従事しなかった者や、病気などで技
能が低下した者を排除する趣旨とされるが（野口前掲書（1948年（昭和 23 年））192
頁）、実際にそのような者を的確に補足して免許を取り消すことは困難だったと察せられ
る。 
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6．16 名宛人を名実ともに起重機運転士とした規定 

第 368 条（所定の事項～日々の運転前点検（第 1号）、試験荷重を超えた負荷をかけない
こと（第 2 号）、特に指揮を受けない限り制限荷重を超えた負荷をかけないこと（第 3 号）、
荷重をかけたまま運転台を離れないこと（第 4号）、運転中に掃除、注油、検査を行わない
こと（第 5 号）、逸走や倒壊防止のため、走行起重機に歯止めを行う、ブームを直立する、
主柱に結ぶ等適当な措置を講じること（第 6 号）、作業中は起重機運転士免許証を携帯する
こと（第 7 号）～を行うべきこと 9） 
 

6．17 名宛人を名実ともに起重機免許証の喪失・毀損者とした規定 

第 375 条（所定の様式により、都道府県労働基準局長に、再交付を申請できること） 
 

6．18 名宛人を名実ともに起重機運転士資格取消処分を受けた者とした規定 

第 374 条第 2項（遅滞なく免許証を返還すべきこと）、 
 

6．19 名宛人を名実ともに栄養士とした規定 

 第 222 条第 2 項（第 1 項により、事業場で一定規模の給食が行われる場合に配置される
ことを前提に、衛生管理者らと協力し、食材の調査と選択、献立作成、栄養価の算定、廃棄
量の調査、労働者の嗜好の調査等を行うべきこと）、 
 

6．20 名宛人を名実ともに汽罐等の据付工事業者とした規定 

第 243 条第 1項（予め所轄都道府県労働基準局長の認可を受けるべきこと）、第 243 条第
2 項（前項の認可を受けるため、所定の認可申請書を所轄労働基準監督署長を経由して都道
府県労働基準局長に提出すべきこと）、 
 

6．21 名宛人を名実ともに溶接主任者とした規定 

 第 395 条第 1 項（溶接作業中、溶接士免許証を携帯すべきこと）、第 395 条第 2 項（常に

 
9 本条の定めは、技能免許を受けた起重機運転士の法的義務であり、その違反には罰則が
適用される（野口前掲書（1948 年（昭和 23 年））221 頁）。 
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危害防止に注意し、異常を認め次第、適当な措置を講じるべきこと）、 
 

6．22 名宛人を名実ともに溶接士試験の受験者とした規定 

第 401 条（所定の様式による申請書を所轄都道府県労働基準局長に提出すべきこと）、 
 

6．23 名宛人を名実ともに溶接士資格取消処分を受けた者とした規定 

第 402 条第 2項（遅滞なく免許証を返還すべきこと）、 
 

6．24 名宛人を名実ともに溶接士免許証を喪失・毀損した者とした規定 

第 403 条（所定の様式により、都道府県労働基準局長に、再交付を申請できること） 
 

6．25 名宛人を名実ともに映写技術者試験の受験者とした規定 

 第 410 条（所定の様式による申請書を所轄都道府県労働基準局長に提出すべきこと）、 
 

6．26 名宛人を名実ともに映写技術者とした規定 

 第 413 条（所定の事項～免許証の携帯、他者への免許証の貸与の禁止、濫りに映写室内
から離れないこと、映写室に係員以外を出入りさせないこと、火気等を持ち込まないこと、
使用済みフィルムを直ちに不燃性容器に入れ格納庫に収めること～を行うべきこと）、 

 

6．27 名宛人を名実ともに映写技術者資格取消処分を受けた者とした規定 

第 411 条第 2項（遅滞なく免許証を返還すべきこと）、 
 

6．28 名宛人を名実ともに映写技術者免許証を喪失・毀損した者とした規定 

 第 412 条（所定の様式により、都道府県労働基準局長に、再交付を申請できること）、 
 

6．29 名宛人を名実ともに各種資格にかかる所定の欠格事由に該当する者とし
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た規定 

 第 312 条（形式的な主語：所定の欠格事由に該当する者～心身の欠陥により、汽罐取扱
いに不適当な者、不正の方法により申請・受験したことが発覚し、6 ヶ月を経過しない者、
免許取消を受けてから 1年を経過しない者～。規制内容：汽罐士試験を受験できないこと）、
第 320 条第 1 項（形式的な主語：所定の欠格事由に該当する者～心身の欠陥により、汽罐
溶接作業に不適当な者、不正の方法により申請・受験したことが発覚し、6ヶ月を経過しな
い者、免許取消を受けてから 1 年を経過しない者、専用養成施設 で 1 年以上の訓練を受け
ていない者～。規制内容：汽罐溶接士試験を受験できないこと）、第 371 条（形式的な主語：
所定の欠格事由に該当する者～心身の欠陥により、起重機の運転に不適当な者、不正の方法
により申請・受験したことが発覚し、6 ヶ月を経過しない者、免許取消を受けてから 1 年を
経過しない者～。規制内容：起重機運転士試験を受験できないこと）、第 399 条（形式的な
主語：所定の欠格事由に該当する者～心身の欠陥により、溶接装置の取扱いに不適当な者、
不正の方法により申請・受験したことが発覚し、6ヶ月を経過しない者、免許取消を受けて
から 1 年を経過しない者～。規制内容：溶接士試験を受験できないこと）、第 408 条第 2項
（形式的な主語：所定の欠格事由に該当する者～心身の欠陥により、映写機の操作に不適当
な者、不正の方法により申請・受験したことが発覚し、6 ヶ月を経過しない者、免許取消を
受けてから 1年を経過しない者～。規制内容：映写技術者試験を受験できないこと）、 
 

6．30 名宛人を名実ともに労働省労働基準局長とした規定 

 第 36 条第 3項（労働基準局長による特定の機械器具に具備する安全装置等の認定書の交
付）、第 37 条第 3 項（溶接による汽罐（≓ボイラー）等の認可に際しての溶接の方法等に関
する審査）、第 42 条第 3 項（労働基準局長による認可の有効期間が切れた危険な機械器具
の検査機関の検査担当者の解任命令）、 
 

6．31 名宛人を名実ともに都道府県労働基準局長とした規定 

 第 12 条（小規模事業への衛生管理者の選任命令）、第 27 条（衛生管理者免許の取り消
し）、第 51 条第 3 項（都道府県労働基準局長による食堂や炊事場で業務に従事する労働者
への定期の検便の実施命令）、第 191 条（高圧下での作業に際して、必要に応じ、再圧治療
室（密閉されたチャンバーで 100％の酸素を吸入させることにより、空気塞栓症、減圧症な
どに対応する治療を行う部屋）の設置、高気圧作業による疾病に対応し得る医師の設置を命
じ得ること）、第 230 条第 2 項（罐体検査に合格した汽罐や特殊汽罐に所定の刻印を押し、
明細書にも所定の印を押して交付すべきこと）、第 234 条第 3 項（溶接検査に合格した汽罐
等に所定の刻印を押し、明細書に所定の検査済の印を押して交付すべきこと）、第 243 条第
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3 項（据付工事の作業主任者にかかる技能を審査して差し支えがなければ、同人に所定の認
可書を交付すべきこと）、第 243 条第 4項（前項の作業主任者に据付作業を行わせることが
不適当と認めたときは、その認可を取り消し得ること）、第 311 条（汽罐士試験合格者に、
所定の様式による等級別の免許証（特級汽罐士免許証、一級汽罐士免許証、二級汽罐士免許
証）を交付すべきこと）、第 316 条第 1項（汽罐士が一定条件～故意過失による火災、汽罐
の破裂等の事故の発生、汽罐取扱主任者たる汽罐士による第 304 条（汽罐取扱主任者がな
すべき業務）違反、汽罐士試験での不正、汽罐士免許証の他者への貸与、第 312 条第 1 号
所定の欠格事由の発生～に該当する場合、その免許を取り消し得ること）、第 319 条（汽罐
溶接士試験合格者に、所定の様式による特別汽罐溶接士免許証又は普通期間溶接士免許証
を交付すべきこと）、第 324 条第 1項（汽罐溶接士が一定条件～故意重過失による火災等の
事故の発生、汽罐溶接士試験での不正、汽罐士免許証の他者への貸与、第 320 条第 1 項第
1 号所定の欠格事由の発生～に該当する場合、その免許を取り消し得ること）、第 370 条（起
重機運転士試験合格者に所定の様式による起重機運転士免許証を交付すべきこと）、第 374
条第 1 項（起重機運転士が一定条件～故意重過失による起重機の倒壊等の事故の発生、第
368 条所定の起重機運転士の業務違反、起重機運転士試験での不正、汽罐士免許証の他者へ
の貸与、第 371条所定の欠格事由の発生～に該当する場合、その免許を取り消し得ること）、
第 398 条（溶接士試験合格者に所定の様式による溶接士免許証を交付すべきこと）、第 402
条第 1 項（溶接士が一定条件～故意重過失による火災、爆発等の事故の発生（第 1号）、第
395 条所定の免許証の携帯義務、危険への対応義務、溶接士の業務違反（第 2 号）、溶接士
試験での不正（第 3 号）、溶接士免許証の他者への貸与（第 4 号）、第 399 条所定の欠格事
由の発生～に該当する場合、その免許を取り消し得ること）、第 407 条（映写技術者試験の
合格者に所定の様式による免許証を交付すべきこと）、第 411 条第 1項（映写技術者が一定
条件～故意重過失による火災、爆発等の事故の発生（第 1号）、第 413 条所定の事項～免許
証の携帯、他者への免許証の貸与の禁止、濫りに映写室内から離れないこと、映写室に係員
以外を出入りさせないこと、火気等を持ち込まないこと、使用済みフィルムを直ちに不燃性
容器に入れ格納庫に収めること～違反（第 2 号）、映写技術者試験での不正（第 3 号）、映写
技術者免許証の他者への貸与（第 4号）、第 408条所定の欠格事由の発生～に該当する場合、
その免許を取り消し得ること）、 
 

6．32 名宛人を名実ともに労働基準監督署長とした規定 

 第 45 条第 3 項（労基署長が不適任と認めた指名者（第 44 条所定の業務より若干危険性
の低い危険業務（火元責任者の業務、巻き上げ能力が一定能力未満の起重機業務、レール運
輸、土木建築用機械の運転等）について、技能選考のうえ指名した者）への就業禁止（就業
させること・することの禁止）命令）、第 171 条第 2 項（作業の性質等やむを得ない事由で、
第 2 編及び第 4 編の安全基準の適用除外の申請がなされた場合、一定期間を定めて適用除
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外を許可できること）、第 239 条第 3 項（不適任と認めた汽罐取扱主任者の解任を命じ得る
こと）、第 241 条第 2 項（落成検査に合格した汽罐等に所定の様式による汽罐検査証を交付
すべきこと）、第 241 条第 3項（落成検査の必要がないと認める汽罐等につき、検査を省略
して汽罐検査証を交付できること）、第 331 条第 2項（落成検査に合格した揚重機に所定の
様式による検査証を交付すべきこと）、第 331 条第 3項（落成検査の必要がないと認める揚
重機につき、検査を省略して検査証を交付できること）、第 379 条第 3項（溶接主任者が不
適任と認めた場合、解任を命じ得ること）、第 381条第 2 項（落成検査に合格した溶接装置
に所定の様式による検査証を交付すべきこと）、第 381 条第 3 項（移動式溶接装置など落成
検査の必要がないと認める溶接装置につき、検査を省略して検査証を交付できること）、第
406 条第 3 項（映写主任者が不適任と認めた場合、解任を命じ得ること）、 
 

6．33 名宛人を名実ともに労働基準監督官とした規定 

 第 247 条第 1 項（汽罐等の諸検査に際して、必要に応じ、汽罐等の被覆の取り外し、汽
罐等の移動、管やびょうの抜出等、水圧試験、鋳鉄製汽罐の解体、使用材料の試験成績の提
出等を命じられること） 
 

6．34 名宛人を名実ともに（使用者も含むが、主に製造・販売・設置業者など

であって）行政による許認可を受けようとする者とした規定 

 第 35 条第 2項（特定の内圧容器の耐圧証明書の申請者は、所定の様式による申請書を労
基署長を経由して労働基準局長に提出すべきこと）、第 36 条第 2 項（特定の機械器具に具
備する安全装置等にかかる労働基準局長による認定を求める者は、所定の様式による申請
書を提出すべきこと）、第 37 条第 2 項（溶接による汽罐（≓ボイラー）等の認可を求める者
は、労基署長を経由して労働基準局長へ申請書を提出すべきこと）、第 42 条第 2 項（認可
の有効期間が切れた危険な機械器具の指定検査機関による性能検査担当者の選任にかかる
労働基準局長の認可）、 第 230 条第 1項（汽罐や特殊汽罐について罐体検査を受けようと
する者は、所定の書式と添付資料（明細書）をもって、所轄都道府県労働基準局長に提出す
べきこと）、第 233 条（罐体検査を受けようとする者は、罐体を検査しやすい位置に置くべ
きこと、主要部分の塗料等の付着物を取り除くべきこと、水圧試験の準備をすべきこと、附
属品を揃えるべきこと）、第 234 条第 2項（汽罐等の溶接検査を受けようとする者は、所定
の様式による申請書に所定の明細書を添え、所轄の都道府県労働基準局長に提出すべきこ
と）、第 328 条（揚重機の設置を図る者は、所定の認可申請書に摘要書と図面を添え、所轄
労働基準監督署長に提出すべきこと）、 
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6．35 名宛人を名実ともに国の指定を受けようとする者や受けた者とした規定 

 第 42 条第 1 項（労基法第 47 条第 2 項（認可の有効期間が切れた危険な機械器具の性能
検査の主務大臣による民間業者等への委託）が定める指定検査機関となろうとする者は、労
基署長を経由して労働大臣に申請書を提出すべきこと）、第 43 条第 2 項（第 38 が定める汽
罐等、揚重機、アセチレン溶接装置等の特に危険な作業を必要とする機械器具につき、労働
大臣の指定検査機関による労基署長への性能検査結果の報告） 
 

6．36 名宛人を名実ともに国の指定機関による性能検査を受けようとする者と

した規定 

第 43 条第 1 項（第 38 が定める汽罐等、揚重機、アセチレン溶接装置等の特に危険な作
業を必要とする機械器具につき、労働大臣の指定検査機関による性能検査を受けようとす
る者は、労基署長へ報告すべきこと）、 
 

7 形式的な主語を設けているが、おそらく別の者を実質的な名宛人とした規定 

7．1 形式的な主語を設けているが、おそらく使用者を実質的な名宛人とした規

定 

 第 3 条（形式的な主語：安全管理者。規制内容：その作業全般に精通し、所定条件～大
学、専門学校で産業安全関係学科を修了したか、それと同等以上の能力を持ち、２年以上そ
の実務に従事した者（第１号）、工業学校で産業安全関係学科を修了したか、それと同等以
上の能力を持ち、５年以上その実務に従事した者（第２号）～のいずれかに該当する者を選
任すべきこと）10、第 6条（形式的な主語：安全管理者。規制内容：安全管理者の職務）、第
13 条（形式的な主語：衛生管理者。規制内容：衛生管理者の専属性）、第 16 条第 1 項（形
式的な主語：衛生管理者。規制内容：衛生管理者の職務）、第 18 条（形式的な主語：衛生管

 
10 野口前掲書（1948 年（昭和 23 年））19 頁には、以下の記述がある。すなわち、「安全
管理者の資格は、これを国家試験によるべしとする意見も相当にあったが、その施行には
種々困難な事情も伴い、未だその時期でもないとの理由から、試験制度によらないで本条
に掲げる如き資格者の内から、使用者が事業経営の面を考慮しながら選任することができ
るような立前を採ったのである。従って、本条の資格は実情に適応した弾力性のあるもの
と考えている」、と。 
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理者。規制内容：衛生管理者による巡視等）、第 19 条（主語：衛生管理者。規制内容：衛生
管理者による個別的職務）、第 38 条第 1項（形式的な主語：汽罐（≓ボイラー）、揚重機（一
定規模以上の起重機及びエレベーター）、アセチレン溶接装置等危険な機械器具。規制内容：
それらの設置に際しての労基署長の認可）、第 53条（形式的な主語：健診記録。規制内容：
様式に沿った健診記録の作成）、第 56 条（形式的な主語：法第 54条第 1 項の定める届、規
制内容：使用者に対して、建築物、寄宿舎等の設置、移転等に際して着工 14 日前までに計
画の届出を義務づけた労基法第 54 条第 1 項が定める計画の届出の様式と必要記載事項）、
第 60 条（形式的な主語：原動機。規制内容：原動機を区画された場所に据え付けるか、や
むを得ない場合等には囲いや覆いをすべきこと）、第 62 条（形式的な主語：電気設備のスイ
ッチ。規制内容：電気設備のスイッチによる感電、火災、爆発の防止のため、適当な位置に
取り付け、照明を十分にすべきこと）11、第 67 条（形式的な主語：動力伝導装置の軸受け。
規制内容：動力伝導装置の軸受け（回転する軸に接して支える部品）は、巻き込まれ危険部
位に安全装置が設置されている場合を除き、長期間にわたり給油の必要がないものを使用
すべきこと）、第 69 条（形式的な主語：動力伝導装置等に使用する止め金具類。規制内容：
頭部埋め込み型とするか、覆いを設置すべきこと）、第 70 条第 1 項（形式的な主語：遊び
車を使用する場合に設けるべき遷帯装置（ベルトシフター）。規制内容：調帯（調車をつな
ぐベルト）が不意に固定車に移動しないようなものとすべきこと）、第 70 条第 2 項（形式
的な主語：遊車を使用する場合に設けるべき遷帯装置（ベルトシフター）。規制内容：調帯
（調車をつなぐベルト）が不意に固定車（力車）に移動しないようなものとすべきこと）、
第 71 条（形式的な主語：動力伝導装置の歯車で接触の危険があるもの。規制内容：覆いを
すべきこと）、第 72 条（形式的な主語：原動機や動力伝導装置。規制内容：緊急停止装置を
設けるか、原動機室の係員が直ちに停止できる連絡を保持すべきこと）、第 73 条第 1項（原
動機や動力伝導装置の運転開始時に、関係労働者への周知のために合図を定めるべきこと）、
第 74 条（原動機、動力伝導装置等を停止して、清掃、注油等をする場合、起動装置に錠を
かけるか、標示を設ける等の危害防止措置をなすべきこと）、第 76 条（形式的な主語：機械
の勢輪（フライ・ホイール：慣性の法則を利用して、安定した回転力を創出する円盤等）、
調車（プーリー）、歯車等で、接触の危険があるもの。規制内容：覆いか囲いをすべきこと）、
第 90 条（形式的な主語：屋内の通路。規制内容：適当な幅、適当な標示を設けると共に、
床面をつまづき、すべり等の危険がない状態にすべきこと等）、第 91 条（形式的な主語：百
貨店、病院、旅館等で、労働者以外の者と共用する通路、階段、非常口。規制内容：非常時
の安全を確保すべきこと）、第 92 条（形式的な主語：機械と機械または他の設備の間に設け
る通路。規制内容：幅 80cm 以上とすべきこと）、第 93 条（形式的な主語：作業場の床面。
規制内容：つまづき、すべり等の危険がない構造で、安全な状態にすべきこと）、第 96 条

 
11 ただし、このように、名宛人が明示されず、使用者とは別に設備の設置者が存在する場
合、実質的な名宛人に当該設置者が含まれる可能性を排除はできない。 
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（形式的な主語：建築物に設ける階段。規制内容：丈夫で、急すぎず、踏面等を等間隔に設
け、一定間隔で踊場を設け、適当な手すりを設けるべきこと）、第 103 条（形式的な主語：
架設通路（工事現場に仮にかける作業用の通路）。規制内容：丈夫な構造として、なおかつ、
こう配を原則として 30 度未満とし、墜落の危険がある箇所には原則として高さ 75cm 以上
の丈夫な手すりを設けるべきこと等）、第 105 条第 1項（形式的な主語：はしご道。規制内
容：丈夫で、踏（ふみ）さんを等間隔に設ける等、規定の構造とすべきこと等）、第 105 条
第 2 項（形式的な主語：潜かん（地下水の多い地中や水中に設置された作業空間。ケーソ
ン）内のはしご道等でやむを得ないもの。規制内容：前項の一部の規定の適用を除外するこ
と）、第 108 条第 1項（形式的な主語 1：足場。規制内容：使用目的に応じて丈夫な構造と
すべきこと。形式的な主語 2：高さ 2ｍ以上に設置する足場板。規制内容：幅 20cm以上、
厚さ 3.5cm 以上とすべきこと）、第 108 条第 2項（形式的な主語：足場板。規制内容：2 箇
所以上を柱や腕木等にしっかり取り付けるべきこと等）、第 109 条（形式的な主語：丸太足
場。規制内容：建地（縦方向に立てる支柱）の間隔を 2.5m以内として、最初の布（建地の
間をつなぐ水平の部材）は 3ｍ以下に設置すべきこと、建地の脚部を確実に固定すべきこと、
腕木（2本の建地をつなぎ、足場板を受ける役割を果たすもの）の間隔を 1.5m 以内とすべ
きこと、接続部を堅固に固定するため、建地の重ね継手は、1m 以上重ね、2 箇所で縛るべ
きこと、建地の突合せ継手（つきあわせつぎて：同一平面で付き合わせて部材を継ぐ方法）
は、2 本組とするか、1.8m 以上の添え木を付けて 2 箇所ずつ 4 箇所以上で縛るべきこと、
建地、布、腕木等の交差部分や接続部は、鉄線等の丈夫な材料で堅固に縛るべきこと、適当
な筋違いで補強すべきこと、建設物に取り付けるか控え（地面から斜めの角度で支える）を
設けるべきこと、高さ 2ｍ以上の作業床は幅 40cm 以上とし、足場板の隙間を 3cm 以内と
すべきこと、高さ 2m以上の作業床には、原則として高さ 75cm以上の丈夫な手すりを設け
るべきこと等）、第 115 条（形式的な主語：移動式の脚立。規制内容：設置時に安定し、丈
夫で、踏面が適当な面積を持つ等の条件を具備すべきこと）、第 128 条第 1項（形式的な主
語：溶鉱炉、溶銑炉、ガラス溶解炉など多量の高熱物を取り扱う場所。規制内容：爆発や逸
出等の危険を防止する措置を講じるべきこと）、第 130 条第 1 項（形式的な主語：作業中に
手袋の使用を禁止する機械。規制内容：労働者に明示すべきこと）、第 132 条第 1 項（形式
的な主語：アーク溶接など強い光線を発散する場所。規制内容：原則として区画すべきこと）、
第 136 条第 1 項（形式的な主語：火炉など多量の高熱物を取り扱う設備。規制内容：火災
を防止できる構造とすべきこと）、第 137 条（形式的な主語：爆発性、発火性、引火性の危
険物を貯蔵ないし取り扱う等する設備。規制内容：火災や爆発の防止のため適当な構造とす
べきこと）、第 139 条（形式的な主語：起毛・反毛等のほか、可燃物を多量に取り扱う作業
の場所。規制内容：火災防止のための位置、構造とすべきこと）、第 140 条第 1項（形式的
な主語：爆発のおそれのあるガス・蒸気や、粉じんを発生する場所。規制内容：換気、通風、
除じん等の措置を講じるべきこと）、第 142 条（形式的な主語：映写室の構造。規制内容：
壁・床・天井を耐火構造とすべきこと、一定以上の間口（主要な方向からみた幅）、奥行、
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天井の高さ、出入口の大きさを確保すべきこと、外開きの防火戸を備えるべきこと、不燃性
の材料で作った映写機用排気筒、フィルムの格納庫等を設置すべきこと等）、第 143 条第 1
項（形式的な主語：映写機。規制内容：フィルムの切断による危険防止のため、安全開閉器
を備えるべきこと）、第 146 条（形式的な主語：ゴムのり引機等の機械等で、静電気による
火災の危険のある部分。規制内容：確実に接地させるべきこと）、第 148 条（形式的な主語：
煙道や煙突。規制内容：掃除・点検が容易な構造とすべきこと、建築物を貫通する部分は、
眼鏡石等の遮熱材料で防護すべきこと、開口部を建築物から 1ｍ以上離すこと、定期的に清
掃すべきこと等）、第 150条（形式的な主語：油等で侵染したボロ、紙くず等。規制内容：
不燃性の容器に収める等火災防止措置を講じるべきこと）、第 151 条（形式的な主語：灰捨
場。規制内容：延焼しない場所に設けるか、不燃性の材料で造るべきこと）、第 156 条（形
式的な主語：爆発や自然発火の危険がある物を取り扱う乾燥室（危険物乾燥室）を設ける部
分の建築物。規制内容：耐火構造でない限り、平屋か別棟とすべきこと）、第 157 条（形式
的な主語（柱書）：乾燥室の構造。形式的な主語（第 1号）：爆発性、発火性、引火性の物を
取り扱う乾燥室の壁（①）。床、天井、柱等（②）。規制内容：①につき、不燃構造とすべき
こと。②につき、不燃性の材料で造るべきこと。形式的な主語（第 3 号）：爆発の危険があ
る物を取り扱う乾燥室。規制内容：周壁を堅固な構造とし、屋根を軽量な材料で造るべきこ
と。形式的な主語（第 4号）：乾燥室ののぞき窓、出入り口等の開口部。規制内容：発火の
際燃え広がらない位置とし、必要に応じて密閉できる構造とすべきこと。形式的な主語（第
5 号）：内部の棚、枠など。規制内容：不燃性の材料でつくるべきこと。形式的な主語（第 6
号）：本号に主語はなく、柱書の乾燥室の構造が該当する。規制内容：有効な換気装置を設
けるべきこと。形式的な主語（第 7 号）：本号に主語はなく、柱書の乾燥室の構造が該当す
る。規制内容：内部を掃除し易い構造とすべきこと等）、第 158 条（形式的な主語：乾燥室。
規制内容：局部的に温度が上昇しない方法で過熱すべきこと、温度測定器を設けるべきこ
と）、第 159 条（形式的な主語：乾燥室の熱源。規制内容：爆発性の物の過熱に直火を用い
ないこと、炭火、練炭、コークス等の直火を用いる場合、延焼や飛び火防止のため、有効な
覆いや隔壁を設置すべきこと）、第 160 条第 1項（形式的な主語：乾燥室に附属する電熱器、
電燈（現在の電球のこと）等の電気設備。規制内容：その配線やスイッチは、他の用途に用
いるものから独立させるべきこと）、第 163 条（形式的な主語：乾燥室の作業主任者。規制
内容：受け持ちの乾燥室について、構造や附属設備、乾燥物の安全な加熱方法、乾燥物の加
熱程度・時間に応じたリスクを知り、室内温度の調整に熟達し、発火後の延焼防止や消火措
置を講じられる者であるべきこと）、第 164 条（形式的な主語：乾燥室の作業主任者。規制
内容：乾燥室内外・附属設備を適時に点検して不備な箇所を発見して修繕する、室内の温度・
時間経過に応じて必要な措置を講じる、熱源の種類に応じた常時看視を行う、乾燥物が脱落
しないよう支える、危険な加熱操作を行わない、引火物の加熱の際、爆発性混合ガスを排除
する、室内の粉じんのたい積を防ぐ、壁外温度に留意すると共に可燃物の接近を防ぐ等の業
務を行うべきこと）、第 167 条（形式的な主語：内圧容器。規制内容：有効な安全弁等、圧
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力計、内部の検査・掃除用の孔、復水（蒸気が冷却されて水に戻ったもの）・油等を輩出す
るための吹出装置を具備すべきこと）、第 168 条（形式的な主語：内圧容器。規制内容：毎
年 1回以上、点検及び内外の清掃をすべきこと）、第 169 条（形式的な主語：内圧容器の耐
圧証明書。規制内容：実物と構造調書及び構造を示す図面との一致、構造規格への適合、水
圧試験と容器検査への合格の条件を備えたものに発行すべきこと）、第 195 条（形式的な主
語：労働者を常時就業させる場所の採光・照明。規制内容：原則として、作業の精密度に応
じた基準によるべきこと）、第 203 条（形式的な主語：坑内作業場の気温。規制内容：原則
として摂氏 37 度以下とすべきこと）、第 213 条（形式的な主語：有害物、腐りやすいもの、
悪臭があるもので汚染のおそれのある床及び周壁。規制内容：しばしば洗浄すべきこと）、
第 214 条（形式的な主語：前条所定の床及び周壁、湿潤のおそれのある作業場の床及び周
壁。規制内容：なるべく不浸透性の材料で塗装すべきこと、床については排水に便利な構造
とすべきこと）、第 215 条第 1項（形式的な主語：汚物。一定の場所で露出しないよう処理
すべきこと）、第 215 条第 2 項（形式的な主語：病原体による汚染のおそれがある床、周壁、
容器等。規制内容：しばしば消毒すべきこと）、第 219 条第 2項（形式的な主語①：前項に
基づき設置された、男女別、一定数の確保、床・腰板を不浸透性の材料で塗装する等所定の
条件を満たす便所及び便器。規制内容：清潔に保つべきこと等。形式的な主語②：汚物。規
制内容：適当に処理すべきこと）、第 221 条（形式的な主語：事業場附属の食堂や炊事場。
規制内容：食堂と炊事場を区分し、採光・換気を十分にし、掃除しやすい構造とすること、
1 人 1㎡以上の床面積とすること、原則として食堂に食事のための椅子を設けること、便所
や廃物だめから距離を離すこと、食器や食材等の消毒設備を設けること、食器や食材等の保
存設備を設けること、はえその他昆虫、ねずみ、犬、猫等の害を防ぐための設備を設けるこ
と、飲用・洗浄のため、清浄な水を十分に蓄えること、炊事場の床を土のままとしないこと、
汚水・廃物が炊事場外で露出しないよう処置する等衛生上有害とならないようにすること、
炊事従業員専用便所を設置すること 、炊事に不適当な伝染病罹患者を従事させないこと、
炊事従業員に清潔な作業衣を使用させること、炊事従業員以外の者をみだりに炊事場に出
入りさせないこと、炊事場専用の履き物を揃え、土足のまま立ち入らせないこと、との条件
を充たすべきこと）、第 224 条（形式的な主語：救急用具等。規制内容：包帯材料、ピンセ
ット、ヨードチンキ等の消毒薬、やけどのおそれのある作業場ではやけど薬、重傷者を生ず
るおそれのある作業場では、止血帯、福水、興奮剤等を備えるべきこと）、第 237 条（形式
的な主語：汽罐や特殊汽罐を設置しようとする者。規制内容：所定の認可申請書に明細書を
添え、所轄の労働基準監督署長に提出しなければならない）、第 238 条第 2項（形式的な主
語：罐体検査後 1 年以上経過した汽罐等を設置する際に必要となる性能検査を受ける者。
規制内容：有効期間満了前に所定の様式による申請書を労基署長に提出すべきこと）、第 240
条（汽罐取扱主任者の資格要件～取扱汽罐の伝熱面積合計が 500 ㎡以上又は制限圧力 20kg
／㎠以上：特級汽罐士、同じく伝熱面積合計 25 ㎡以上 500 ㎡未満又は制限圧力 7kg／㎠以
上 20kg／㎠未満：1級汽罐士以上、これら以外：2 級汽罐士以上～）、第 242 条（形式的な
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主語：汽罐等の設置認可の承継者。規制内容：汽罐等の設置認可を受けた者が変わった場合、
10 日以内に所轄労働基準署長に申請して検査証の書き換えを受けるべきこと）、第 310 条
（所定の汽罐～小型で圧力が弱いもの：制限圧力 4kg/㎠以下、罐胴内径 750mm 以下、長
さ 1300mm以下か、伝熱面積 3 ㎡以下、水頭圧 20m 以下の温水罐で火格子面積 1 ㎡以下か
伝熱面積 14 ㎡以下のもの～を除き、第 44 条第 1 項第 1 号が定める汽罐の火付け等の業務
を行う者は、汽罐士免許を受けた者（汽罐士）とすべきこと）、第 359 条第 1項（形式的な
主語：揚重機。規制内容：1 年以内の定期日に定期検査を行うべきこと）、第 359 条第 2 項
（形式的な主語：定期検査。規制内容：揚重機の主要部分、電気絶縁、定荷重運転（一定の
負荷の下での安定的な動作のことと思われる）及び補助用具（玉掛け用吊り具など）等につ
いて行うべきこと）、第 360 条第 1項（形式的な主語：揚重機。規制内容：毎月 1 回定期日
に月例検査を行うべきこと、但し、不定期に使用する揚重機は、使用開始の都度必要な検査
を行うことで足りること）、第 360 条第 2 項（形式的な主語：月例検査。規制内容：各部分
の摩耗、変形、破損の状態、鋼索の損耗等について行うべきこと）、第 361 条（形式的な主
語：補助具の検査。規制内容：所定の事項～玉掛用鋼索：摩耗、子線の切断、より戻し（よ
られた状態で強度が保たれているワイヤーは、より戻し状態では強度が低下する）、傷、く
ぼみの程度、蛇口やつなぎ箇所の編組の状態等、鎖、フック（物を引っかける器具）、シャ
ックル（チェーン、ワイヤー等を連結する器具）等：溶接等の箇所の良否、摩耗の程度等～
について行うべきこと）、第 362 条（形式的な主語：鋼索。規制内容：300mm ごとに、子線
数の 10 分の 1 以上切断したものを使用してはならないこと）、第 363 条（形式的な主語：
ブーム。規制内容：水平面との傾斜角 30 度未満で使用させてはならないこと 12）、第 366 条
（形式的な主語：揚重機。規制内容：組立後、制限荷重の 20％増しの荷重による試験（荷
重試験）を行うべきこと 13）、第 369 条（第 44 条第 1 項第 3 号の業務（巻き上げ能力の高
い起重機業務）従事者は、起重機運転士免許を受けた者（起重機運転士）とすべきこと 14）、
第 381 条第 4 項（形式的な主語：溶接装置。規制内容：検査証の交付後でなければ、使用
できないこと）、第 382 条（形式的な主語：溶接装置の設置認可の承継者。規制内容：溶接
装置の設置認可を受けた者が変わった場合、10 日以内に所轄労働基準署長に申請して検査

 
12 本条が示すように、傾斜角 30 度未満で荷を吊り上げることはもとより、ブームを 30 度
まで倒し、ロープを延ばして使用極限半径外にあるものを吊り、斜めに引き寄せて吊り上
げるような危険作業も、当然に禁止される（野口前掲書（1948年（昭和 23 年））217
頁）。 
13 条文上例外は許容されていないが、設置場所での組立前、製作所での試験による代替が
認められることがある。また、ガイデリックなど仮設的なものでは、2割に拘泥する必要
はないと解されている（野口前掲書（1948年（昭和 23 年））219 頁）。 
14 本条項により、昭和 23年 5月 1 日以後、巻上能力 5トン以上の起重機運転従事者に
は、起重機運転士免許が必要となった（野口前掲書（1948年（昭和 23 年））222頁）。 
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証の書き換えを受けるべきこと 15）、第 387 条第 1項（形式的な主語：発生器。規制内容：
専用の発生器室内に設置すべきこと）第 387 条第 2 項（形式的な主語：前項の発生器室（溶
接装置の発生器を設置する専用の部屋）。規制内容：直上に階を有しない場所で 16、なおか
つ火気使用設備から相当隔離すべきこと）、第 388条（形式的な主語：発生器室の構造。規
制内容：所定の事項～壁に不燃性材料を使用し、厚さ 4cm 以上の鉄筋コンクリート、鉄骨
等に厚さ 3cm 以上のメタルラス張モルタル塗等の構造とすること（第 1 号）、屋根及び天井
には、薄鉄板や軽い不燃性の材料を使用すること（第 2 号）、床面積の 16 分の 1 以上の断
面積の排気筒を屋上に突出させ、その開口部を窓、出入口等の孔口から 1.5m 以上離すこと
等（第 3 号）、出入口の戸には 1.5mm 以上の鉄板を使用すること等（第 4号）、壁と発生器
の間隔を発生器の調整等に支障のない距離とすること（第 5 号）～を具備すべきこと 17）、
第 389 条（形式的な主語：発生器室内に設ける照明。規制内容：固定した電燈とすべきこと
18）、第 390 条（形式的な主語：移動式溶接装置。規制内容：第 387 条第 1 項（発生器は専
用の発生器室内に設置すべき旨の定め）にかかわらず、使用しない場合、専門の格納室に集
用すべきこと、ただし、気鐘を分離し発生器を洗浄して保管する場合はこの限りでないこと
19）、第 391 条（形式的な主語：発生器の構造。規制内容：所定の事項～水室には厚さ 2mm
以上の鋼板を使用すること（第 1 号）、気鐘には、径の大きさに応じて厚さ 2mm 以上か

 
15 揚重機、汽罐等にかかる同類の規定は、利用者の変更等に際して、廃止の申請と設置の
再申請を求めることなく、先の検査証の名義変更で済むよう、その便宜を図ったものであ
り（野口前掲書（1948年（昭和 23 年））158 頁、205 頁）、溶接装置についても同旨と解
される。 
16 発生器が爆発すると、その威力の大部分が上部に及ぶことを前提としている（野口前掲
書（1948年（昭和 23 年））246 頁）。 
17 爆発の事例の殆どは、気鐘（発生させたアセチレンガスを貯留する円筒形のタンク）が
空中に飛び上がり、梁等の障害物があれば破壊して降下することで、被害が最小限に抑え
られてきた。これは、発生器室が、不燃性材料で作り、壁の強度を十分にし、屋根の強度
は弱く、という原則で作られているためであり、本規則も、この原則を反映している。ま
た、発生器室内に爆発性ガスが停滞しないよう、十分な大きさの排気筒を設置するよう求
めている（野口前掲書（1948 年（昭和 23 年））247 頁）。 
18 スパーク等による爆発を防止するため、コードでぶら下げた電球等の使用を禁じる趣旨
である（野口前掲書（1948 年（昭和 23年））247 頁）。電球等がぶら下がっていると、揺
れたりして何かに触れた場合、ガラスが割れてアセチレンガスの点火源になるリスクの防
止を図っている。現行安衛則第 330 条は、ぶら下がった電球等（「架空吊り下げ電灯」）を
使用する場合、ガードを設けるべきことを定めている（玉泉孝次氏のご教示による）。 
19 発生器室は、定置式溶接装置の場合に設置が求められるものであり、移動式の場合、そ
れほどの丈夫さは必要ないことを踏まえた規定である（野口前掲書（1948年（昭和 23
年））248頁）。 
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1.5mm以上の鋼板を使用し、なおかつガスが漏洩しないようにすること（第 2号）、気鐘を
昇降するための鉄柱と安全排気管（内部の圧力が限界を超えて爆発しないよう、内部圧力が
一定の値を超えたときに、内部の気体を外部に逃すための装置（現行の安衛則第 305 条が
定める安全弁のこと）と思われる）を設置すること（第 3 号）、発生器、安全器（ガスの逆
流や逆火（ガスの導出方向と反対方向にアセチレンや火が燃え進むこと。溶接作業に使う酸
素の圧力の方が発生器からのアセチレン圧力より強いため、スラッグによる吹管の閉塞等
により、アセチレン発生器へ向けた逆流が生じ易い）を防ぐための装置）、清浄器、導管等
でアセチレンが接触する部分に銅を使用しないこと（第 4 号）20～を具備すべきこと 21）、
第 392 条（形式的な主語：安全器。規制内容：所定の事項～厚さ 2mm以上の鋼板製で、接
合部分は溶接等とすること（第 1 号）、水封式とし、ガス逆流の際に確実に防げる構造とす
ること（第 2 号）、内径 12cm 以下、有効水柱（正常な使用状態で、アセチレン導入管の開
口部の上端から内封水面までの高さをいう 22）25mm 以上、水位を点検しやすい構造（第 3
号）、吹管ごとの安全器の設置等（第 4号）、ガス溜めが発生器と分離している場合、ガス溜
め用安全器を備えること（第 5 号）～を具備すべきこと）、第 393 条（形式的な主語：カー
バイドのかすだめ。規制内容：安全な場所に設け、移動式溶接装置を使用する場合を除き、
所定の構造～れんがかコンクリート等を使用すること（第 1号）、カーバイドてん充器（こ
こでは、1 回の使用量に相当する）の 3倍以上の容積とすること（第 2 号）～を具備すべき
こと 23）、第 397 条（形式的な主語：第 44 条第 1 項第 4 号の業務（アセチレン溶接装置の
作業主任業務）に就く者。規制内容：溶接士免許を受けた者（溶接士）であるべきこと）、
第 404 条（形式的な主語：第 44 条第 1 項第 5 号の業務（映写機による上映操作）に就く
者。規制内容：映写技術者免許を受けた者（映写技術者）であるべきこと）、第 430 条（形
式的な主語：蒸気機関車及び汽罐車。規制内容：所定の定期検査～3 年以内ごとの主要部分
の取り外し検査と試運転（第 1 号）、6 ヶ月以内ごとのシリンダ及び弁室内部、蒸汽管（蒸
気を蒸気ドームからシリンダまで送気する配管）、排汽管（煙突か煙突に排気を送気する配
管のことと思われる）、加減弁（蒸汽管の途中に付けられ、シリンダに送気する蒸気の量を

 
20 アセチレンは、銅と容易に反応して爆発性化合物であるアセチライド（アセチレン銅）
を生成することによる（労働省安全衛生部編『実務に役立つ労働安全衛生規則の逐条解説
（第 2 巻）＜安全基準編①＞』（中央労働災害防止協会、1993 年（平成 5 年））287 頁）。 
21 各号の条件に合致しない発生器は、規則第 34 条（特定の機械器具が最低限の安全性を
確保されない場合の譲渡、貸与、設置の禁止）により、販売自体が禁止されている（野口
前掲書（1948年（昭和 23 年））249 頁）。 
22 松沢前掲解説（1949 年（昭和 24 年））61 頁。 
23 カーバイドのかすがアセチレンガスを発生し続けるリスクへの対応を図ったものである
（野口前掲書（1948 年（昭和 23 年））251 頁、労働省安全衛生部編著＜安全基準編①＞
（1993 年（平成 5 年））290-291 頁）。 
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調整するレギュレータのことと思われる）、安全弁、圧力計の検査（第 2号）、少なくとも毎
月 1回、火室内部、可溶栓（熱媒体を内包する容器の温度が異常に上昇した時に栓が溶融し
て開孔し、容器内の媒体を外部に流出させて、容器内圧力上昇により起こる容器の破壊を防
ぐもの 24）、火粉止（火の粉の放出によって起こる列車や沿線火災を防止するために設けら
れるもので、金網を扇形にして煙室内部吐出管の前方斜めに取り付ける棚式と、円筒形にし
て煙突と吐出管とを連絡するカゴ型との２種がある 25）、水面測定装置、給水装置、制動機
の検査（第 3 号）～を行うべきこと）、第 431 条（形式的な主語：電気機関車及び電車。規
制内容：所定の定期検査～3 年以内ごとの主要部分の取り外し検査と電動機の絶縁試験（モ
ーターの動作に影響する巻機の絶縁抵抗を調べることと解される）と試運転（第 1 号）、1
年以内ごとの電動機、制動機（ブレーキ。粘着型、非粘着型、その他に大別され、それぞれ
に様々な種類がある）、開閉器（電力回路に流れる電気を開閉するスイッチ）、自動遮断器（電
気機関車の回路の故障等で異常に大きな電流が生じて電動機等が障害するのを防ぐため、
電流が極大値に達する前に、回路から遮断するための保安装置 26）、避雷器等の検査（第 2
号）、少なくとも毎月 1 回、一回電路と大地の間の絶縁抵抗の試験及び制動機（ブレーキ。
粘着型、非粘着型、その他に大別され、それぞれに様々な種類がある）の検査（第 3 号）～
を行うべきこと 27）、第 432 条（形式的な主語：軌道（レール・まくら木・道床）。規制内
容：常時、軌条及び路面の状態を検査し、必要な補修をすべきこと）、第 434 条（形式的な
主語：車輌。規制内容：構造、軌条の種類、軌間、こう配、曲線半径等に応じて安全な速度
を定め、関係労働者に明示すべきこと）、第 435 条（形式的な主語：第 433 条第 1 項による
信号規定（軌道を通る車輌の換車（車輌の交換のことと思われる）に関する合図の定め）及
び第 430 条から第 432 条の検査（蒸気機関車や汽罐車、電気機関車や電車の主要な機能、
安全に関わる機器、軌道の軌条及び路面の検査）の結果。規制内容：記録して保存すべきこ
と）、 
 

 
24 ダイキン工業株式会社のウェブサイト
（https://www.daikinaircon.com/yogoshu/html/kaline/KA-
3.htm?_ga=2.44181476.1707316669.1600062693-1608809098.1600062693 最終閲覧日：
2020 年 9 月 14 日）。 
25 機関車工学会『最新機關車の構造及理論（上）（新訂増補版）』（1940年（昭和 15 年））
237 頁。 
26 田中隆三『新編・電気機関車読本』（電気車研究会、1951 年（昭和 26 年））。 
27 行政官庁の立会検査ではなく、使用者の責任に委ねられているので、検査の詳細も、事
情に応じて使用者が決定すべきものである（野口前掲書（1948年（昭和 23 年））274
頁）。 
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7．2 形式的な主語を設けているが、おそらく使用者と溶接工作責任者を実質的

な名宛人とした規定 

 第 235 条第 2 項（形式的な主語：溶接工作責任者。規制内容：溶接検査に立ち会うべき
こと）、 
 

7．3 形式的な主語を設けているが、おそらく使用者と溶接主任者を実質的な名

宛人とした規定 

第 395 条第 3 項（形式的な主語：溶接主任者。規制内容：溶接作業等に従事する労働者
に所定の事項～溶接作業中、保護眼鏡と保護手袋を着用すること（第 1 号）、使用中の発生
器に火花を発する工具を使用したり衝撃を与えたりしないこと（第 2 号）、溶接装置のガス
漏れの点検に際しては、石けん水を使用する等安全な方法によること（第 3 号）、溶接作業
の開始に先立ち、溶接装置各部を点検すると共に、発生器内に空気とアセチレンの混合ガス
があれば、排除すること（第 4 号）、溶接装置内の凍結防止には、温水や蒸気を使用する等
安全な方法によること（第 5号）、発生器の気鐘の上に濫りに物を置かないこと（第 6 号）、
発生器の使用を休止し、残留カーバイドによるガス発生のリスクがある場合、水室の水位を
適当に保つこと（第 7 号）、発生器の修繕・加工・運搬・格納、継続的な使用の休止に際し
ては、アセチレン及びカーバイドを完全に除去すること（第 8 号）、移動式溶接装置の発生
器は、高温、換気が悪い、振動が多い等の場所に設置しないこと（第 9 号）、安全器は、水
位を確かめ易い箇所に置き、作業継続中は 1 日 1 回以上点検すること（第 10 号）、発生器
室の出入口の戸を開放したままとしないこと（第 11 号）、発生器から 5ｍ以内又は発生器室
から 3ｍ以内では、喫煙、火気の使用等を行わないこと（第 12 号）、カーバイド罐の開封時
に、打撃等火花を発するおそれのある行為をしないこと（第 13号）、移動式溶接装置の発生
器にカーバイドを詰め替える際は、屋外の安全な場所で行うこと（第 14 号）、カーバイドの
かすは、ガスによる危険がなくなるまでかすだめに容れる等適当に処置すること（第 15号）、
溶接作業は、爆発性、発火性、引火性等がある物の付近で行わないこと（第 16 号）、アルコ
ール、揮発油、タール類、油脂類、硫酸等を容れたことのある容器の溶接、溶断の際は、そ
れらを排除等すること（第 17 号）～を指示すべきこと 28）、 
 

 
28 本条所掲の事項は、いずれも災害事例に基づくものである（野口前掲書（1948 年（昭
和 23 年））254 頁）。 
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7．4 形式的な主語を設けているが、おそらく使用者、製造者、譲渡提供者等と

溶接主任者を実質的な名宛人とした規定 

第 386 条（形式的な主語：溶接装置の検査申請者又は溶接主任者。規制内容：検査（第 4
章所定の性能検査、第 381 条所定の落成検査、第 385 条第 2 項所定の性能検査（休止期間
中に性能検査の有効期間が満了した場合に改めて行われる検査）のことと思われる）に立ち
会うべきこと）。 
 

7．5 形式的な主語を設けているが、おそらく使用者、製造者、譲渡提供者等と

汽罐取扱主任者を実質的な名宛人とした規定 

第 247 条第 2 項（形式的な主語：種々の汽罐等に関する検査申請者や汽罐取扱主任者。
規制内容：前項の検査（汽罐等に関する諸検査）に立ち会うべきこと）、 
 

7．6 形式的な主語を設けているが、おそらく使用者と汽罐溶接士を実質的な名

宛人とした規定 

第 326 条第 1 項（形式的な主語：汽罐溶接士の作業範囲。規制内容：級別に区分される
べきこと～特別汽罐溶接士：厚さ 25mm を超える胴、鏡板、ドーム、管寄せ（汽罐で作成
した蒸気等を用途に応じて分散するための管の分岐部分）、その他主要部分の溶接、特殊鋼
又は引張強さ 50kg/㎟を超える材料の溶接、普通汽罐溶接士：それ以外の溶接～） 
 

7．7 形式的な主語を設けているが、おそらく労働者を実質的な名宛人とした規

定 

 第 44 条第 2 項（主語：免許を持たない者。規制内容：一定の危険業務～汽罐（≓ボイラ
ー）の火付け、溶接による汽罐（≓ボイラー）の製造・改造や修繕等、巻き上げ能力の高い
起重機業務、アセチレン溶接装置の作業主任業務、映写機による上映操作～に従事してはな
らないこと）、第 45 条第 2 項（主語：技能選考のうえ指名された者。規制内容：第 44 条所
定の業務より若干危険性の低い危険業務～火元責任者の業務、巻き上げ能力が一定能力未
満の起重機業務、レール運輸、土木建築用機械の運転等～に従事してはならないこと）、第
46 条第 2 項（主語：第 1 項各号の業務～動力伝導装置の清掃等、粘性質のロール練りの業
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務、丸のこ盤や帯のこ盤による木材送給、操車場内での列車の入換、連結等、レールが通る
ずい道（トンネル）内部での単独業務等～の経験者以外の者。規制内容：それらの業務に従
事してはならないこと）、 
 

7．8 形式的な主語を設けているが、おそらく国を実質的な名宛人とした規定 

 第 14 条（形式的な主語：衛生管理者。規制内容：所定条件～医師であり労働衛生の教養
を持つ者（第 1 号）、第 24 条による都道府県労働基準局長の免許（衛生管理者免許）を受
けた者（第 2号）29～のいずれかに該当する者に与える）、第 24 条（形式的な主語：衛生管
理者免許。規制内容：衛生管理者免許の付与の条件）、第 28 条（形式的な主語：衛生管理者
試験。規制内容：都道府県労働基準局長による衛生管理者試験の実施）、第 29 条（形式的な
主語：衛生管理者試験。規制内容：衛生管理者試験の受験資格）、第 30 条（形式的な主語：
衛生管理者試験。規制内容：試験の科目）、第 44条第 3 項（形式的な主語：一定の危険業務
～汽罐の火付け、溶接による汽罐の製造・改造や修繕等、巻き上げ能力の高い起重機業務、
アセチレン溶接装置の作業主任業務、映写機による上映操作～に従事するのに求められる
第 1項所定の試験や免許に関する規定。規制内容：第 4 編で定めること）、第 170 条（形式
的な主語：内圧容器の構造規格及び検査。規制内容：告示で定めるべきこと）、第 232 条（形
式的な主語：罐体検査。規制内容：汽罐又は特殊汽罐の明細書の記載事項について行うべき
こと）、第 235 条第 1項（形式的な主語：溶接検査。規制内容：溶接明細書の記載事項につ
いて行うべきこと）、第 249 条第 1 項（形式的な主語：鋳鉄製汽罐。規制内容：制限圧力
0.7kg／㎠以下で使用し、組合せ式とすべきこと）、第 249 条第 2項（形式的な主語：鋳鉄製
温水罐（ガスや油を燃料として温水をつくるためのボイラーで、暖房や給湯に用いることが
多い）。規制内容：制限圧力 3kg／㎠以下で使用すべきこと）、第 314 条（形式的な主語：汽
罐士試験の科目。規制内容：次の科目について行う。特級汽罐士：汽罐構造、汽罐取扱方法、
燃料及び燃焼、関係法令、一級汽罐士：汽罐構造、汽罐取扱方法、燃料及び燃焼、関係法令
（構造規格を除く）、二級汽罐士：汽罐構造、汽罐取扱方法燃料及び燃焼、関係法令（構造
規格を除く）、投炭及び汽罐操法～）、第 320 条第 2 項（形式的な主語：特別汽罐溶接士試
験。規制内容：普通汽罐溶接士免許の取得後 1 年以上の実務経験を経なければ受験できな
いこと）、第 321 条第 1 項（形式的な主語：汽罐溶接士試験。規制内容：次の科目について
行う。学科試験：汽罐構造、汽罐材料、汽罐工作、修繕方法、溶接施工方法、溶接棒・溶接
部の性質、溶接部検査方法、溶接機取扱方法、溶接に関する安全、関係法令 30）、第 321 条
第 2項（形式的な主語：汽罐溶接士の実技試験。規制内容：告示（汽罐溶接士実技試験規程）

 
29 第 24条の免許は、衛生管理者試験合格者か、医学科や保健学科の卒業者など、それに
相当する者に与えられる。 
30 汽罐溶接士試験の特殊性が窺われる。 
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によって行うべきこと）、第 372 条（形式的な主語：起重機運転士試験。規制内容：次の科
目について行う。起重機運転の実技、起重機の構造、起重機の運転に必要な電気や原動機関
連知識、応用力学概要、関係法令）、第 400 条（形式的な主語：溶接士試験。規制内容：次
の科目について行う。アセチレン溶接関係の実技、溶接装置の構造及び取扱概要、アセチレ
ン、カーバイド及び酸素関連知識、関係法令。ただし、都道府県労働基準局長が労働省労働
基準局長の示す基準により不必要と認めた者について、全部又は一部を免除できること）、
第 409 条（形式定な主語：映写技術者試験。規制内容：次の科目について行う。一級映写技
術者：映写機の操作、構造、調整、映写に必要な電気知識、発声映写の知識、二級映写技術
者：映写機の操作、構造、映写に必要な電気知識、安全知識～）、 
 

7．9 形式的な主語を設けているが、おそらく国と使用者の双方を実質的な名宛

人とした規定 

 第 2 条（形式的な主語：安全管理者。規制内容：安全管理者の専属性）、第 35 条第 1 項
（形式的な主語：特定の内圧容器の耐圧証明書。規制内容：労働基準局長の指定者か都道府
県労働基準局長が所定の様式で発行したものでなければならないこと）、第 40 条（形式的
な主語：性能検査の有効期間。規制内容：汽罐（≓ボイラー）、揚重機（一定規模以上の起重
機及びエレベーター）、アセチレン溶接装置等の性能検査の有効期間）、 
 

7．10 形式的な主語を設けているが、おそらく国と使用者、資格保有者を実質

的な名宛人とした規定 

 第 323 条第 1 項（形式的な主語：汽罐溶接士免許証の有効期間。規制内容：原則として
～継続して溶接業務に従事する者につき都道府県労働基準局長が更新を認めた場合を除き
～1年とすること）、 
 

7．11 形式的な主語を設けているが、おそらく製造者、譲渡提供者等を実質的

な名宛人とした規定 

 第 36 条第 1項（形式的な主語：特定の機械器具に具備する安全装置等のうち労働基準局
長の認定のないもの。規制内容：譲渡、貸与の禁止）、第 37 条第 1項（形式的な主語：溶接
による汽罐（≓ボイラー）等。規制内容：認可を受けていない溶接による汽罐（≓ボイラー）
等の製造禁止）、 
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7．12 形式的な主語を設けているが、おそらく製造者、譲渡提供者、設置業者、

使用者等を実質的な名宛人とした規定 

 第 34 条（形式的な主語：左に掲げる機械器具（第 77 条の覆を具備しない研磨機など）、
規制内容：譲渡、貸与、設置してはならない）、第 61 条（形式的な主語：動力しゃ断装置。
規制内容：（スイッチ、クラッチ等の）動力しゃ断装置を容易に操作できるよう、不意に起
動しないようにすること）、第 248 条（形式的な主語：汽罐や特殊汽罐。規制内容：特殊な
用途にする等で都道府県労働基準局長が特に認めたものを除き、告示で定める構造要件を
具備すべきこと）、第 251条第 1 項（形式的な主語：蒸気罐の安全弁。規制内容：機能が確
実なものを除き、直径 38mm未満のものをバネ式としてはならないこと）、第 252 条（形式
的な主語：蒸気罐の安全弁。規制内容：検査しやすい箇所に、軸を罐体に垂直に直接取り付
けるべきこと）、第 253 条第 1項（形式的な主語：蒸気罐の安全弁。規制内容：制限圧力を
4％又は 0.5kg／㎠を超えた際に作動し始めるべきこと）、第 254 条（形式的な主語：蒸気罐
の安全弁の径の合計面積。規制内容：原則として、蒸気罐の制限圧力が 1kg／㎠を超える場
合とそれ以下の場合、火格子面積が 0.37 ㎡を超える場合とそれ以下の場合ごとに、所定の
計算式で導かれた値以上にすべきこと）、第 256 条（形式的な主語：蒸気罐の安全弁の直径。
規制内容：第 254 条の合計面積に関する定め（蒸気罐の安全弁の径の合計面積は、制限圧
力、火格子面積に応じ、所定の計算式で導かれた値以上にすべきこと）にかかわらず、原則
として 25mm 以上のものとすべきこと）、第 258 条第 2項（形式的な主語：第 1項（温水罐
には、水を逃す管（逸水管）や弁（水逃し弁）を備えるべきこと）が定める逸水管。規制内
容：保温等により凍結を避けるべきこと）、第 259 条（形式的な主語：逸水管の大きさ（内
径）。規制内容：伝熱面積に応じて所定の基準を充たすべきこと）、第 260 条第 1 項（形式
的な主語：温水罐の水逃し弁。規制内容：制限圧力を超えたら直ちに作用するものとすべき
こと）、第 260 条第 2 項（形式的な主語：水逃し弁の径。規制内容：13mm以上 50mm以下
で、火格子面積に応じ所定の計算式で算出したものとすべきこと）、第 261条第 2 項（形式
的な主語：蒸気罐に取り付ける圧力計の目盛盤の径。規制内容：100mm以上のものとすべ
きこと）、第 262 条（形式的な主語：蒸気罐に取り付ける圧力計。規制内容：内部が凍結し
たり摂氏 80 度以上とならないよう措置を講ずべきこと）、第 263 条（形式的な主語：蒸気
罐に取り付ける圧力計のコック。規制内容：連絡管の垂直な部分に取り付け、ハンドルは管
軸と同一方向に置く（：回す）と開く作りにすべきこと）、第 266 条第 1 項（形式的な主語：
蒸気罐に取り付けるガラス水面計。規制内容：ガラス管の内径が原則として 10mm以上で、
随時機能を点検できる構造とすべきこと）、第 266条第 2 項（形式的な主語：蒸気罐に取り
付けるガラス水面計。規制内容：ガラス管の最下部が安全低水面～蒸気罐の使用中維持すべ
き最低水面（第 266 条第 4 項）～を指示する位置に取り付けるべきこと）、第 266条第 3 項
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（形式的な主語：ガラス水面計。規制内容：常時基準とする水面の位置を標示すべきこと）、
第 267 条（形式的な主語：試しコック（現行規格の験水コックに該当し、通常は最高水位
（高水位）、標準水位（常用水位）、安全低水位の位置にコックが取付けられ、このコックを
開けた時に蒸気あるいはボイラー水のどちらが出るかによって水位の概略の位置が確認さ
れる）。規制内容：最下位のものを安全低水面の位置に取り付けるべきこと）、第 268 条第 3
項（形式的な主語：吹出弁や吹出コック。規制内容：見やすく取扱い易い位置に取り付ける
べきこと）、第 269 条（形式的な主語：前条の吹出管の径。規制内容：原則として 25mm 以
上 70mm 以下とすべきこと）、第 270 条（形式的な主語：吹出弁。規制内容：直流形の構造
として（流れを阻害するような複雑な構造とはしないことという趣旨）、蒸気罐の制限圧力
×1.25に耐え得るものとすべきこと）、第 271 条（形式的な主語：吹出管。規制内容：蒸気
罐ごとに設け、開口部に熱湯による危険を防止するための適当な措置を講じるべきこと）、
第 273 条（形式的な主語：蒸気罐の制限圧力より水圧力が 2 割以上又は 1kg／㎠以上高い
水圧力で給水できる水源。規制内容：前条の定め（蒸気罐には、最大蒸発量以上を給水でき
る給水装置を、原則として 2個以上備えるべきこと等）にかかわらず、給水装置となし得る
こと）、第 276 条（形式的な主語：蒸気罐の給水弁の径。規制内容：伝熱面積が 10 ㎡以下
か否かに応じた所定の大きさとすべきこと）、第 277 条（形式的な主語：燃焼ガスに触れる
給水管、吹出管、水面測定装置（図の水面計と同義）の通水管。規制内容：耐熱材料で防護
すべきこと）、第 280 条（形式的な主語：蒸気罐の据付に用いる支え。規制内容：蒸気罐の
膨張を妨げないよう取り付けるべきこと）、第 281 条（形式的な主語：管又はコイル内の蒸
気を熱源とする温水槽。規制内容：管・コイル内の蒸気圧を温水管の制限圧力（水頭圧）以
下とし、25mm以上の水逃し弁（：十分な罐水膨張への対応能力を持つ安全装置）を備える
べきこと）、第 282 条（形式的な主語：蒸気罐や温水罐に直結する管。規制内容：その伸縮
によって罐体を破損させないため、適当に支持すべき（：適当な取り付け、支持方法を採用
すべき）こと）、第 284 条（形式的な主語：水返り装置（還水装置）。規制内容：凍結防止措
置を講じるべきこと）、第 285 条（形式的な主語：温水罐と温水槽の間。規制内容：弁やコ
ックを設けない管で連結すべきこと）、第 287 条（形式的な主語：鋳鉄製蒸気罐の安全弁。
規制内容：第 254 条（安全弁の径の合計面積は、原則として、制限圧力が 1kg／㎠を超える
場合とそれ以下の場合、火格子面積が 0.37 ㎡を超える場合とそれ以下の場合ごとに、所定
の計算式で導かれた値以上にすべきこと）に倣うべきだが、その径は、19mm以上 115mm
以下とすべきこと）、第 289 条（形式的な主語：鋳鉄製蒸気罐の吹出管の径。規制内容：23mm
以上とすべきこと）、第 292 条第 1項（形式的な主語：特殊汽罐の安全弁。規制内容：原則
として、罐体と圧力源の間に設けるべきこと）、第 293 条第 1項（形式的な主語：特殊汽罐
の安全弁。規制内容：その面積は、蒸気導入管（蒸気を作り出すボイラー等から蒸気を導入
する管のことと思われる）の断面積より 25％増し以上とすべきこと）、第 293 条第 2 項（形
式的な主語：オートクレーブに取り付ける安全弁の有効面積。規制内容：容器内の気体の圧
力、温度、時間ごとの吹出量に基づく規定の計算式で算出すべきこと）、第 294 条第 1 項（形
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式的な主語：特殊汽罐の圧力計、規制内容：蒸気罐に関する第 261 条第 1 項の定め（制限
圧力の 1.5～3 倍の目盛り、制限圧力の目盛りに標準を付すべきこと）によるが、目盛盤の
径は（第 261 条第 2 項が 100mm 以上としたのに対し）、75mm 以上とすればよいこと）、
第 295 条（形式的な主語：特殊汽罐の吹出管の径。規制内容：20mm 以上とすべきこと）、
第 298 条（形式的な主語：汽罐。規制内容：原則として、専用の建物か区割した場所に設置
すべきこと）、第 301 条（形式的な主語：汽罐の据付位置。規制内容：汽罐の外側と天井、
屋根裏を原則として～安全弁等の装置の検査や取扱いに支障がない場合を除き～1.2m 以上
離すべきこと、罐体が露出した汽罐や立形の汽罐の場合、原則として～罐胴の大きさが一定
範囲内の場合を除き～、その外側と壁の間に原則として 450mm 以上の距離を置くべきこ
と）、第 302 条第 1項（形式的な主語：露出した汽罐の外側や金属製の煙突・煙突出口から
120mm 以内の可燃性材料。規制内容：金属以外の不燃性材料で被覆すべきこと）、第 336 条
（形式的な主語：揚重機の検査申請者。規制内容：検査（第 4 章所定の性能検査、第 331 条
所定の落成検査、第 335 条第 2 項所定の性能検査（休止期間中に性能検査の有効期間が満
了した場合に改めて行われる検査）のことと思われる）に立ち会うべきこと）、第 337 条（形
式的な主語：揚重機の主要部分。規制内容：鉄材で造るべきこと、但し、巻上能力もしくは
ブームの長さが一定以下の足付デリックや、製作から間もなく、小型のコンクリート用エレ
ベータはこの限りでないこと 31）、第 338 条第 1 項（形式的な主語：揚重機の巻胴（ウィン
チのようなもの）やみぞ車の径。規制内容：原則として、使用する巻上用鋼索（ワイヤー）
の径の 25 倍以上とすべきこと 32）、第 338 条第 2 項（形式的な主語：揚重機の滑車の径。
規制内容：原則として、使用する巻上用鋼索（ワイヤー）の 10 倍以上とすべきこと）、第
341 条（形式的な主語：鋼索（ワイヤー）の安全係数（ワイヤーロープが破断する荷重の値
／ワイヤーロープにかかる荷重の最大値）。規制内容：人荷共用エレベータ：10 以上、その
他の揚重機：6 以上、控線：4 以上とすべきこと）、第 343 条（形式的な主語：揚重機に附
属するボルト（部品同士を締め付けて固定するためのネジの 1つ）、キー（「マシンキー」と
もいわれ、歯車やプーリーなどと軸を結合し滑りをなくし、回転を確実に伝えるための機械
要素 33）、ピン（主に部品同士の結合や位置合わせ、軸やねじの緩み止めに使用するほか、
大きな力が加わったときに破断して軸を守る等、安全装置として使う場合もある 34）等は、

 
31 但書は、従前、資材が乏しかった頃に、木製の揚重機が多く製造されていたことを踏ま
え、小型の機械に限り、例外を認めたものである（野口前掲書（1948 年（昭和 23 年））
206 頁）。 
32 鋼索（ワイヤー）の巻き取りに際しての曲げ応力の強さを慮った規制である（野口前掲
書（1948年（昭和 23 年））207頁）。 
33 キーエンス社のウェブサイト（https://www.keyence.co.jp/ss/products/measure-
sys/machine-elements/bearing/fix.jsp最終閲覧日：2020年 8 月 28 日）。 
34 キーエンス社のウェブサイト（https://www.keyence.co.jp/ss/products/measure-
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脱落による危険防止のため、適当な措置を講じるべきこと（第 343 条）、第 346 条（形式的
な主語：揚重機の運転台。規制内容：作業の性質上やむを得ない場合を除き、作業に必要な
視界を確保できる位置とすべきこと）、第 347 条（形式的な主語：起重機の運転室 35。規制
内容：安全運転を妨げない大きさ、運転に必要な視界を妨げない構造、煤煙、粉じんや寒暑
が激しい場合密閉式とすること、振動防止の構造、運転台の備え付け道具が不意に落下しな
いようにすること、との事項を具備すべきこと）、第 348 条（形式的な主語：揚重機の控。
規制内容：所要の事項～控線だけで支持する場合、6 本以上、なるべく等間隔に配置、水平
面との角度 60 度以内、ターンバックル等を用いて緊張する、控杭（控を留めるための杭）
等に堅固に取り付ける、動力線、架空電線に近接する等～を具備すべきこと 36）、第 350 条
（形式的な主語：ガイデリックの主要部分の安全係数。規制内容：ブームの使用極限半径（ブ
ームの傾斜角を最小とした状態）で 4以上とすべきこと 37）、第 352 条（形式的な主語：エ
レベータの各部の強度計算における動荷重。規制内容：床面積 1 ㎡につき、人荷共用の場合
370kg 以上、荷物用の場合 250kg以上とすべきこと）、第 354 条（形式的な主語：人荷共用
エレベータの昇降体及び平衡錘。規制内容：2つ以上の鋼索（ワイヤー）で各条別個に取り
付け、かつ、進路には適当なガイドを設置すべきこと、第 355 条（形式的な主語：昇降機。
規制内容：所定の事項～主要部分を不燃性材料で形成すること、周囲を囲い、囲いの外の物
が昇降体や平衝錘に触れないようにすること、昇降体に通じる出入口と昇降体の出入口の
幅及び高さを同じくし、出入口床先と昇降体の間隔を 24cmとすること、出入口に不燃性材
料で形成した戸を設けるべきこと、頂部のみぞ車等の装置を支持する構造部は、鉄か鉄筋コ
ンクリート造とすること、巻上機、原動機等を昇降体進路の直下に設ける時は、その装置の
上方に堅固な床を設置すべきこと等～を具備すべきこと 38）、第 356 条（形式的な主語：人
荷共用エレベータの昇降体の構造。規制内容：所定の事項～主要部分は鉄材とすること、上

 
sys/machine-elements/bearing/fix.jsp最終閲覧日：2020年 8 月 28 日）。 
35 本条の運転室は、起重機に附属する運転室を意味し、運転台は、巻上機の運転台を意味
し、両者は使い分けられている（野口前掲書（1948 年（昭和 23年））210 頁）。 
36 控線は、主にガイデリックの主柱やコンクリート用エレベータの昇降塔等で用いられる
ため、本条も、それらの場面を主な対象としていると解される（野口前掲書（1948年（昭
和 23 年））211 頁）。 
37 ガイデリックの場合、ブームの傾斜角を小さくするほど各構成部分に負担がかかるの
で、その極限条件（ただし、本規則第 363 条により、30度未満にはできない）での安全係
数を 4 として、強度の保全を図ったものである（野口前掲書（1948年（昭和 23 年））212
頁）。 
38 人荷共用エレベータにかかる基準であり、貨物用簡易エレベータやコンクリート用エレ
ベータ、竪坑用エレベータのような特殊なエレベータ等では求められる基準が緩和される
（野口前掲書（1948 年（昭和 23 年））214頁）。 
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屋を設けること、出入口は 2 箇所以上設けないこと、やむを得ない場合のほか出入口に丈
夫な戸を設けること、やむを得ない場合のほか伝統設備を設けること～を具備すべきこと
39）、第 357 条（形式的な主語：コンクリート用エレベータの昇降塔。規制内容：所定の事
項～高さ 70m 以下、高さ 15ｍ以内ごとに控線 4 本以上で支持すること、コンクリート流桶
用ブームを安全に懸垂すること、基礎が沈まないよう堅固にすること、昇降塔下部の周囲を
地上 1.8m まで囲うこと等～を具備すべきこと）、第 358 条（形式的な主語：コンクリート
昇降塔のタワーピット。規制内容：周囲を堅牢に土留し、運転中に塔内に入らないで掃除で
きる構造とすべきこと 40）、第 416 条（形式的な主語：軌条重量 41。規制内容：所定の基準
～車輌重量 5 トン未満：9kg、車輌重量 5 トン以上 10 トン未満：12kg、同 10 トン以上 15
トン未満：15kg～によるべきこと）、第 417 条（形式的な主語：軌条の継目。規制内容：両
側に継目板をあて、かつ 4 本のボルトで堅固に締め付けるべきこと）、第 418 条第 2項（形
式的な主語：軌道のまくら木。規制内容：所定の基準～車輌重量 5トン未満：まくら木の大
きさ（径 9cm、長さ 90cm）、間隔（60-75cm）、車輌重量 5 トン以上 10 トン未満：まくら
木の大きさ（幅 12cm、厚さ 9cm、長さ 100cm）、間隔（60-75cm）、車両重量 10 トン以上
15 トン未満：省略～によるべきこと）、第 419 条（形式的な主語：腐食しやすいか取替困難
な箇所のまくら木。規制内容：耐久性を有するもの 42とすべきこと）、第 420 条（形式的な
主語：5 トン以上の動力車（蒸気、電気など動力による牽引車の総称 43）を運転する軌道の
道床。規制内容：充分つき固めるとトモに排水を良好にする措置を講ずべきこと）、第 421
条（形式的な主語：軌道の曲線部。規制内容：所定の事項～曲線半径を 10m 以上とするこ
と（第 1号）、適当な高度（車輌の傾斜に対応して外側のレールに求められる高さ）と拡度
（スラックとも言い、曲線で車輪がスムーズに走行できるように直線の場合よりレール間

 
39 竪坑用エレベータのような特殊なエレベータに限り、求められる基準が緩和される（野
口前掲書（1948 年（昭和 23 年））214 頁）。 
40 便宜上、コンクリートミキサーの投入口を地面スレスレに設置するには、深さ 5ｍほど
に達するタワーピットを設ける必要が生じるので、周囲の土砂崩壊の防止のため、土留の
板囲（いたがこい）を設けるべきこと、ミキサーやバケットから漏れたコンクリート等を
清掃するためにタワー底部に入ると危険なので、タワーピットの隅にコンクリートを導溜
させるための小ピットを設ける等の構造にすべきことを求めたものである（野口前掲書
（1948 年（昭和 23 年））216 頁）。 
41 軌条重量とは、新規製造時の長さ 1mあたりの重量を指し（レール側）、車輌重量と
は、ある区間を通過する汽罐車等の最大重量を指す（車輌側）（野口前掲書（1948 年（昭
和 23 年））268 頁）。 
42 当時の解説書には、防腐剤を染浸したものや鉄製等をいうと記載されている（野口前掲
書（1948年（昭和 23 年））270 頁）。 
43 野口前掲書（1948 年（昭和 23 年））270 頁。 
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が拡げられる幅）を保つこと（第 2 号）、曲線半径に応じ護輪軌条（脱線防止ガード）を設
けること（第 3号）～を具備すべきこと）、第 422 条（形式的な主語：軌道のこう配（高低
（坂）の角度）。規制内容：汽罐車を使用する区間では、20 分の 1 以下とすべきこと）、第
424 条（形式的な主語：動力及び車輌。規制内容：相互の離脱を防ぐため、確実な連絡装置
を設けるべきこと）、第 425 条第 2項（形式的な主語：制動機が制輪子に作用する圧力：制
動車輪の軌条への圧力の割合。規制内容：動力制動機の場合 100 分の 50 以上 75 以下、手
動制動機の場合 100 分の 20 以上とすべきこと 44）、第 426 条（形式的な主語：動力車。規
制内容：所定の事項～汽笛等の合図装置（第 1 号）、夜間や地下に走行する場合には照明設
備（第 2号）、蒸気機関車の汽罐には、第 4編第 1章所定の附属設備（還元器（復水（蒸気
が熱エネルギーを失って水に戻ったもの）を回収し、ある程度溜まった段階でボイラーに戻
す役割を果たすもの 45）、節炭器（エコノマイザー）等）と火粉止（第 3 号）、内燃機関車
（ディーゼル機関車：圧縮された高温の空気に低温でも着火する（：オクタン価が低い）軽
油を注入して空気を一気に膨張させて、その力を回転動力に変える仕組みの機関車）には、
潤滑油の圧力を表示する計器（第 4 号）、電気機関車には、自動遮断機を備えること等（第
5 号）～を具備すべきこと）、第 427 条（形式的な主語：車輪。規制内容：所定の事項～タ
イヤ（リム部）の幅が、フランジが摩耗し、軌条（レール）間が最大の箇所を通過する際に
なお踏面が軌条に安全に乗る広さを持つこと（第 1 号）、第 2号、第 3号は省略～を具備す
べきこと 46）、第 428 条（巻上装置（斜坑巻上装置、インクライン等も該当する 47）は、所
定の事項～鋼索（ワイヤー）の安全係数を 6 以上とすること（第 1号）、有効な制動機を備
えること（第 2 号）、信号装置（主に巻上過ぎ、巻下過ぎを警報するものと思われる）等の
安全措置を講じること（第 3号）、300mmごとに子線数の 10 分の 1以上が切断したものを
使用しないこと（第 4号）、鋼索を確実に取り付けること（第 5号）、鋼索が長いか曲線部分
があれば、ガイドローラ（鋼索が決まった軌道から逸れないように取り付けられる部品。釣
り竿に装着された輪のようなもの）を設け適時注油すること（第 6 号）～を具備すべきこ
と）、第 438 条（形式的な主語：手押車輌を使用する軌道。規制内容：第 417 条（軌条の継
目の継目板・ボルトによる固定）及び第 432 条（軌道の軌条及び路面状態の常時の検査と
補修）を準用するほか、所定の事項～軌道の曲線半径を 5m 以上とする（第 1 号）、こう配
は 15 分の 1（水平距離 15：垂直距離 1）以下とする（第 2 号）、軌条の重量を 6kg 以上と

 
44 制動機のレールへの効き目が強すぎる（条文が示す割合が大きすぎる）と車輪がスリッ
プしてしまうが、緩すぎる（条文が示す割合が小さすぎる）場合もブレーキの役割を果た
しにくいので、適当な範囲を指定したものである（野口前掲書（1948 年（昭和 23 年））
272 頁）。 
45 石谷清一、武田晴爾前掲書（1937年（昭和 12 年））296-297 頁。 
46 車輌の脱線を防ぐための規制である（野口前掲書（1948 年（昭和 23 年））272 頁）。 
47 野口前掲書（1948 年（昭和 23 年））273 頁。 
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する（第 3 号）、径 9cm かそれと同等以上のまくら木を適当な間隔に使用する（第 4 号）、
こう配が 100 分の 1 以上の区間で使用する車輌に然るべき手用制動機を備える（第 5 号）
～を具備すべきこと）、 
 

7．13 形式的な主語を設けているが、おそらく（使用者も含むが、主に製造業

者、譲渡提供者、設置業者などであって）行政による許認可を受けようとする者

を実質的な名宛人とした規定 

 第 236 条（形式的な主語：溶接によって形成される汽罐等。規制内容：溶接検査に合格し
なければ罐体検査を受けられない）、 
 

8 名宛人や主語がない規定 

8．1 実質的には使用者が名宛人だと解される規定 

 第 7 条（安全管理者の選任時の届出）、第 11 条（衛生管理者の選任。ただし、常時使用労
働者数 50 人以上の「事業においては」、との文言あり）、第 16 条第 2 項（衛生管理者の職
務分担の決定）、第 39条第 1項（労基法第 47条第 1項（認可の有効期間が切れた危険な機
械器具の性能検査）に基づき規定された危険な機械器具（汽罐（≓ボイラー）、揚重機（一定
規模以上の起重機及びエレベーター）、アセチレン溶接装置等）の性能検査の有効期間満了
後の継続利用に際しての労基署長への申請）、第 48 条（一定規模の事業で常時使用労働者
を雇い入れる場合、多量の高熱物体を取り扱う業務、坑内業務、深夜業など一定の危険業務
に常時使用労働者を雇い入れる場合等における雇入れ時健診）、第 49 条第 1 項（常時使用
労働者数 50 人以上の事業や、農林水産業やサービス業等を除く業種で常時使用労働者を対
象とする毎年の定期健診）、第 49 条第 2 項（前条第 2 号に規定する危険業務に従事する労
働者を対象とする毎年 2 回以上の健診）、第 49 条第 3 項（前 2 項の定期健診等の回数を減
じ得ること）、第 50 条第 1 項（第 48 条の雇入れ時健診と第 49 条の定期健診等の検査項目
～感覚器、循環器、呼吸器、消化器、神経系、X線検査、赤血球沈降速度等～）、第 50 条第
2 項（医師の判断によるか実施困難な場合の一部の検査項目の省略）、第 50 条第 3 項（検査
項目を省略する場合の労基署長への報告）、第 51 条第 1 項（食堂や炊事場で働く労働者対
象の雇入れ時の検便）、第 51 条第 2項（実施困難な場合の省略と労基署長への報告）、第 57
条（移動式興行場等の仮設建物等で短期間に廃止するものについての労基法第 54 条第 1項
の規制緩和）、第 63 条第 1 項（床面から 1.8m 以内の動力伝導装置の車軸で人との接触の危
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険があるもの 48に、囲いや覆い等を設けるべきこと）、第 63 条第 2 項（作業や通行のため
跨ぐ必要のある水平車軸には覆いや踏切橋を設けるべきこと）、第 63 条第 3 項（踏切橋に
は手すりを設けるべきこと）、第 64 条（床面から 1.8m以内にある調帯（調車をつなぐベル
ト）、調車（調帯でつながれた車。プーリー）等で接触の危険があるものや、床面から 1.8m
以上等にあるが、清掃、注油等で、運転中接触の危険がある調帯等には、囲いや覆いを設け
るべきこと）、第 65 条（通路や作業箇所の上にある調帯で、一定以上の長さ、幅、速度のも
のにつき、不意の切断による危害防止のため、下方に囲いを設けるべきこと）、第 66 条（調
車（プーリー）と隣接車輪等との間隔が一定以下である場合等には、適当な調帯受け（運動
する調帯に接して支える部品）を設けるべきこと）、第 68 条（調帯の継ぎ目に突出した金具
を使用しないこと）、第 70 条第 1 項（遊車（あそびぐるま：ベルト伝導で、あえて空回りす
る車を設け、原車の代わりにベルトをかけることで、ベルトを張ったままで動力を遮断した
り、原車と従車の間に挟み、ベルトの緩みや振動を取る等の役割を果たす滑車）を使用する
場合、手元に遷帯装置（ベルトシフターのこと。固定プーリーと遊びプーリーの間で、ベル
トのかけかえをすることで、動力を伝達させたり遮断したりする装置）を設置すべきこと）、
第 73 条第 1 項（原動機や動力伝導装置の運転開始時に、関係労働者に合図で周知すべきこ
と）、第 75 条（動力で運転する機械には、遊車、クラッチ、スイッチ等の動力遮断装置を設
置すべきこと等）、第 77 条第 1 項（回転中破壊のおそれのある研磨盤の砥石車には堅固な
覆いを設置すべきこと等）、第 77 条第 2 項（砥石車を交換した際には、3分以上試運転すべ
きこと）、第 78 条（動力で運転する圧機（プレス）や切断機には、金型や刃物が作動する箇
所に手を入れる必要がない場合を除き、安全装置を設置すべきこと等）、第 79 条（木工用丸
のこ盤には、反ぱつ（のこぎりの刃が、かかった圧力に反ぱつして折れて飛散すること等）
予防装置を設置すべきこと）、第 80 条（木工用帯のこ盤の歯や動輪には、切断に必要な部分
を除き、囲い等を設けるべきこと）、第 81 条（木工用かんな機（手押しかんな盤）の刃物の
取付軸（刃が付いている回転軸）を（角型にすると手を巻き込まれやすいため）原則として
丸型にすべきこと）、第 82 条（ゴムやエボナイト（固くて光沢を持ったゴム）等の粘性のも
のを練るロール機には、被害者自らが操作できる急停止装置を設けるべきこと）、第 83 条
（紡績機械の荒打綿機のシリンダカバーのハンドホール（マンホール）等の機械部分に、回
転が停止しなければ開けられない緊錠装置を設けるべきこと）、第 84 条（織機のシャット
ル（杼）の脱出による危害を防止するための装置を設置すべきこと）、第 85 条（紙・布等を
通すロール機につき、手が挟まれないよう安全装置を設けるべきこと）、第 86 条（第 75～

 
48 本条にいう「接触の危険があるもの」について、「たとえば人が作業又は通行のためこ
れをまたがなければならない場合のような高度の危険である必要はなく、およそ人がこれ
に接触するある程度の危険が存することをもつて足りる」と広く解釈した例として、旭段
ボール事件東京高判昭和 39 年 10月 28日東京高等裁判所刑事判決時報 15巻 11号 209 頁
がある。 

－2985－



第 85 条に定めるもの以外の動力で運転する機械には、危険な部分に安全装置を取り付ける
べきこと等）、第 87 条第 1 項（運転中の機械の刃の切粉払いや注油のため、ブラシ等の用
具を備えるべきこと）、第 88 条（作業場に通じる場所と作業場には、安全な通路を設けてメ
ンテナンスすべきこと）、第 89 条（通路には、歩行を妨げない程度に採光や照明を講じるべ
きこと等）、第 94 条（旋盤、ロール等の機械が高い場合、適当な高さの作業踏台を設けるべ
きこと）、第 95 条（危険性（爆発性、発火性、引火性）のあるものを製造もしくは取り扱う
か、常時 50 人以上が就業する屋内作業場には、2 以上の避難通路を設け、引戸か外開戸と
すべきこと）、第 97 条（複数階にわたり、常時 20人以上の労働者が就業する建物では、各
階に 2 以上の屋外の安全な場所に通じる階段を設けるべきこと、常時 50 人以上の労働者が
就業する場合、踏面（ふみめん）、蹴上（けあげ：階段の縦の面）、こう配、内法（枠以外の
横幅）等を規定の構造とすべきこと）、第 98 条（メイン通路、非常用の出口や通路には標示
をすべきこと）、第 99 条（通路と車輌の軌道を交わらせる場合、監視人を置くか、警鈴を鳴
らす等の措置を講じるべきこと）、第 100 条（ふ頭や岸壁で荷役作業を行う場所では、危険
な場所に照明を講じる、ふ頭や岸壁に沿う通路の幅を 90cm 以上とする、陸上の通路等で、
隅角（ぐうかく：直線でないところ）、橋、船渠（ドック：船舶の築造・修理等を行うため
の施設。水を出入りさせて、船の全体を表したり、水上に戻したりすることが多い）の閘門
（こうもん：ドックの開閉用の門）の上にかけられた歩道等の危険な箇所に囲いを設ける等、
規定の措置を講じるべきこと）、第 101 条（労働者が停泊している船舶を往復する場合、原
則として歩板等の通行設備を設けるべきこと）、第 102 条（船の高さが 1.5m を超える船艙
で労働者が荷役作業をする場合、甲板と船艙間に安全な通行設備を設けるべきこと）、第 104
条（軌条（レール）を設けた坑道やずい道（トンネル）等の中には、原則として適当な間隔
ごとに回避所を設けるべきこと）、第 106 条（坑内に設けたはしご道等が巻上装置に接近し
て危険な場合、板仕切り等の隔壁を設置すべきこと）、第 107 条（労働者を水路で船舶に往
復させる場合、安全輸送のため必要な措置を講じるべきこと）、第 110 条（つり足場につい
ては、安全荷重を超えて負荷をかけないこと、つり鋼索（つりこうさく：重いものをつるワ
イヤーロープ）の安全係数（ワイヤーロープが破断する荷重の値／ワイヤーロープにかかる
荷重の最大値）が 10 以上、突りょう（とつりょう：つり鋼索を固定する腕木）等の安全係
数が 5 以上となるようにすべきこと、作業床は、3ｍ以内ごとに金属製の突りょう、足場け
た（足場を支えるために水平方向に架ける建設部材）及びつり鋼索で堅固に支持すべきこと、
つり鋼索として、30cm ごとに子線数（ワイヤーロープを構成する個々のライン）の 10 分
の 1 以上が切断したものを用いないこと、つり装置には確実な歯止めを設けるべきこと、
作業床は幅 90cm 以上として、幅 30cm 以上、厚さ 5cm 以上の板を隙間なく敷き詰めるべ
きこと、高さ 75cm以上の丈夫な手すりを設けるべきこと等）、第 111 条第 1項（物品の上
げ下ろし口、ピット（地下に設けられる配管のための空間）、煮沸そう（殺菌消毒のため熱
湯を設ける水槽）、作業床の端や開口部、たて坑、井戸、船のそう口など、労働者の墜落の
危険がある箇所には、原則として、囲、手すり、覆等の設備を設けるべきこと）、第 111 条
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第 2項（やむを得ない必要があれば取り外せるが、必要がなくなれば、元に戻すべきこと）、
第 112 条第 1項（たて坑内、井戸、40度以上の斜面等、墜落の危険のある場所で労働者を
作業させる場合、腰綱を使用させる等の防止措置を講じるべきこと）、第 113 条第 1項（不
要なたて坑、坑井（こうせい：鉱山の坑内に設けられた、通風、運搬等のための小さなたて
坑のこと）等には、坑口の閉塞等の墜落防止措置を講じるべきこと）、第 113 条第 2項（不
要の坑道跡等には、通行遮断設備を設けるべきこと）、第 114 条（作業用の移動はしご（キ
ャスター等により移動が可能な作りのはしご）には、滑り止め装置等、転倒防止措置を講じ
るべきこと）、第 116 条（崩壊の危険のある地盤のもとで労働者を作業させる場合、適宜作
業箇所上部の切り落とし等により安全なこう配を保持するか、適当な土留（土止め）を設け
るべきこと、それが困難な場合には、看視人を設置すべきこと、危険な雨水、地下水等を排
除すべきこと）、第 117 条（土砂の崩壊や落下の危険がある掘削箇所と、その下方の積込み
等の作業箇所の間には、安全な間隔を設ける等の措置を講じるべきこと）、第 118 条第 1項
（落盤の危険がある場所には、支柱その他の防止施設を設けるべきこと）、第 118 条第 2項
（特に、採掘や掘進中に落盤の危険が高まる場合、支柱材等を便宜な場所に配置すべきこ
と）、第 119 条（坑道やずい道（トンネル）を掘る際に、水やガスの噴出による危険がある
場合、検知孔をうがつ（小さな穴を空けて、水やガスの漏れを検査する）等の措置を講じる
べきこと）、第 120 条（露天採掘場については、崩壊の危険のある表土を予め除去してから
採掘すべきこと、浮石（ふいし：基盤から離れて不安定な石）を除去すべきこと、採掘箇所
の下部に柵などの落石防止設備を設ける等の措置を講じるべきこと等）、第 121 条第 1 項（3
ｍ以上の高所から物体を投下する際には、適当な投下設備を設置するか看視人を設置する
等の措置を講じるべきこと、第 122 条（物体の落下・飛来による危険がある場合、防網設
備、立入区域設定等の危害防止措置を講じるべきこと）、第 123 条（1 トン以上の重量物を
1 貨物で運搬する際等には、原則として、その重量を明示すべきこと条）、第 124 条第 1 項
（電気工作物（発電機、変圧器など、電気エネルギーの発生、送電、変電や利用を行う地面
に接着した人工物）、電気機械器具（発電機、燃料電池、変圧器など、電気エネルギーの発
生、貯蔵、送電、変電や利用を行う機械器具）等の電気設備の危険な部分を標示し、照明を
施すべきこと）、第 124 条第 2項（第 1 項の電気設備への接触による危険がある箇所に囲い
を設けるべきこと）、第 124条第 3項（第 1 項の電気設備を毎月点検して、異常があれば直
ちに修繕すべきこと等）、第 125 条（感電の危険がある箇所の電気を遮断して修繕・点検等
の作業をする場合、スイッチに錠をかける等、通電を防止するための確実な措置を講じるべ
きこと等）、第 126 条（労働者が接触する危険のある、電気機械器具に付属するコード等は、
労働者に接触する危険がある場合、水に対して安全なものや湿気を帯びないものを使用す
べきこと等）、第 127 条第 1項（感電や電気やけどの危険のある作業では、適当な保護具を
備えるべきこと）、第 128 条第 2 項（溶鉱炉、溶銑炉、ガラス溶解炉など多量の高熱物を取
り扱う場所では、適当な保護具を備えるべきこと）、第 129 条第 1 項（原動機、動力伝導装
置等に頭髪や被服が巻き込まれる危険がある労働者には、適当な帽子や作業服を着用させ
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るべきこと）、第 131 条第 1 項（歩行面や作業に不適当な履物を労働者に使用させないこ
と）、第 132 条第 2 項（アーク溶接など強い光線を発散する場所では、適当な保護具を備え
るべきこと）、第 133 条第 1項（金属の乾燥研磨、炭酸飲料水のビン詰め等、物体の飛来に
よる危険がある場合、飛来防止設備を設置するか、適当な保護具を備えるべきこと）、第 134
条（労働者に水上作業をさせる場合、浮袋等の救命具を備え付けるべきこと）、第 135 条（事
業用の建築物の新築、増改築に際しては、複数の建築物の間に、防火や避難に必要な間隔を
設けるべきこと、一定の床面積以上の建築物では外壁や屋根を耐火性とすべこと 49）、第 136
条第 2 項（火炉など多量の高熱物を取り扱う設備の基礎工事の際、地下水や雨水の浸入に
よる爆発の防止措置を講じるべきこと）、第 138 条（接触により火災や爆発を生じ得るもの
を同じ運搬機に積載したり、同じ場所で同時に取り扱わせないこと）、第 140 条第 2項（爆
発のおそれのあるガス・蒸気や、粉じんを発生する場所には火花を発したり過熱のおそれの
ある機械や設備を設置しないこと）、第 141 条（特に危険な箇所には原則として立入を禁止
し、火災や爆発の危険がある箇所では火気の使用を禁じる標示をなすべきこと）、第 143 条
第 2 項（映写機に速燃性フィルムを使用する場合には、その上下を収める金属製ドラムを
備えるべきこと）、第 144 条第 1 項、第 2 項（建築物には、その規模、作業の性質等に応じ
た消火設備を適所に設けるべきこと 50）、第 145 条（火炉等火災を生じる危険のある設備と
可燃性物体の間には、間隔を設けるか、可燃性物体を遮熱材料で防護すべきこと）、第 147
条（自然発火の危険がある物を積み重ねる場合、危険温度への到達防止措置を講じるべきこ
と）、第 149 条第 1 項（喫煙所、ストーブ等火気を使用する場所には防火設備を設けるべき
こと）、第 153 条（可燃性ガスがある地下作業場で労働者を就労させる場合、毎日ガスの含
有率を検査すべきこと、メタンガスの含有率が 100 分の 1.5以上の場合、改善措置を講じ、
労働者を退避させ、動力を停止すべきこと）、第 154 条（発破の際に、労働者が安全距離ま
で避難し難い場合、避難所を設置すべきこと）、第 160 条第 2 項（爆発性又は引火性の物の
乾燥室の内部には、スイッチと安全電燈（白熱燈や蛍光燈などの安全な電球）以外の電燈を
用いてはならないこと）、第 161 条第 1項、第 2項（乾燥室にはその構造、規模、乾燥物の
種類、加熱方法等に適応した有効な消火設備を設けるべきこと）、第 162 条（乾燥室の最初
の使用時、乾燥方法や乾燥物の種類を変えた時は、技術上の責任者を定めて直接指揮させる
べきこと）、第 165 条（内圧容器を設置、取替又は改造しようとする時は、第 56 条所定の
届出書に、用途・構造調書、構造や据付方法を示す図面、耐圧証明書の写しを添付すべきこ
と）、第 171 条第 1 項（「作業の性質その他やむを得ない事由によって」本編（第 2 編）及
び第 4 編の安全基準により難い場合、様式第 20 号で所轄労基署長に適用除外の申請ができ
ること）、第 172 条（衛生上有害な作業場では、作業や施設の改善により原因の除去に努め

 
49 上述したように、このような条項は、建設業者等に適用された可能性も否定できない。 
50 本条も、建設業者等に適用された可能性がある。 
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るべきこと 51）、第 173 条（ガス、蒸気又は粉じんを発散する屋内作業場では、空気中の含
有濃度を危険レベル内に抑えるため、局所排気や機械装置（発散源）の密閉、換気等の適当
な措置を講じるべきこと）、第 174 条（排気や排液に有害物や病原体を含む場合、洗浄、ろ
過等で処理して排出すべきこと）、第 175 条（屋内や坑内で著しく粉じんを飛散する作業場
では、原則として、注水等の防じん措置を講じるべきこと）、第 176 条（強烈な騒音を発す
る屋内作業場には、伝播防止のため、隔壁を設ける等の措置を講じるべきこと）、第 177 条
（坑内で炭酸ガスが停滞する／そのおそれがある場所や酸素が不足する／そのおそれのあ
る場所では、毎月 1 回以上濃度を測定し、結果を記録すべきこと）、第 178 条（坑内作業場
では、原則として、炭酸ガス濃度を 1.5％以下、酸素濃度を 16％以上とすべきこと）、第 179
条第 1 項（一定の場所～多量の高熱物体を取り扱う場所、有害放射線に晒される場所、炭酸
ガス濃度が 1.5％を超えるか酸素濃度が 16％未満の場所、有害物を取り扱う場所、病原体に
よる汚染のおそれが著しい場所～につき、原則として立入を禁止し、その旨掲示すべきこ
と）、第 180 条（有害物又は病原体にはその旨を標示し、原則として一定の場所に集積すべ
きこと）、第 181 条（著しい暑熱や寒冷の場所での業務、多量の高熱物体や低温物体又は有
害物を取り扱う業務、有害放射線に晒される業務、ガス、蒸気、粉じんを発散し、衛生上有
害な場所での業務、病原体による汚染のおそれが強い業務等衛生上有害な業務では、労働者
に使用させるため、防護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適当な保護具を備えるべきこと）、
第 182 条（皮膚障害を生じるものを取り扱う業務、経皮的に中毒や感染を生じるおそれの
ある業務においては、労働者に使用させるため、塗布剤、不浸透性の作業衣、手袋、履き物
等適当な保護具を備えるべきこと）、第 183 条（強烈な騒音を発する作業場での業務では、
労働者に使用させるため、耳栓等の保護具を備えるべきこと）、第 184 条（第 181～第 183
条所定の保護具は、同時に就業する労働者数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持すべきこ
と）、第 186 条（保護具等の使い回しにより疾病感染のおそれがある場合、各人専用のもの
を備えるか、感染予防措置を講じるべきこと）、第 187 条第 1 項（杼通しのために緒を吸い
出す必要がある織機の杼（シャトル）には、緒引出具を備えるべきこと）、第 188 条（ゲー
ジ圧力 1kg／㎠以上の高気圧下で労働者を就業させる場合、医師が適格と診断した者に限る
こと、2 回／日以内に限ること、加圧・減圧を徐々に行うこと、作業時間／回、休息時間、
減圧時間に関する規制を遵守すること等の条件を充たすべきこと）、第 189 条（前条所定の
高圧室で用いる施設、器具等（外部連絡用電話、酸素発生器付救助器等）の重要部分を定期
的に点検すべきこと）、第 190 条（ゲージ圧力 3kg/㎠を超える高気圧下で就業させる場合、
十分な経験を有する医師の指揮監督下に置くべきこと）、第 193 条（屋内で労働者を常時就
業させる場合、気積は原則として 10 ㎥／人とし、換気量は毎時 30 ㎥／人とし、直接外気

 
51 いわゆる 3ステップ・アプローチにおける第 1ステップ（上流での本質的対策によるリ
スク要因の除去や軽減）を優先すべきことを定めている。ただし、強制ではなく、努力義
務としている。 
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に開放され、床面積の 16 分の 1 以上の面積の窓を設け、気温が摂氏 10 度以下の場合、1m
／秒以上の気流に労働者を晒さないようにすべきこと）、第 194 条第 1項、第 2項（通気施
設を設け、2 回／月以上通気量を確認して記録すべきこと）、第 196 条（労働者を常時就業
させる場所の採光・照明では、明暗の対照（落差）を著しくせず、まぶしさを起こさせない
方法で行うべきこと）、第 197 条（暑熱、寒冷、多湿の屋内作業場では、毎月 2 回以上気温
や湿度を測定して結果を記録すべきこと）、第 198 条（前条所定の屋内作業場のうち衛生上
有害のおそれがあるところでは、適当な温湿度調節の措置を講じるべきこと）、第 199 条（作
業場内に多量の熱を放散する溶融炉（可燃物や不燃物を高温で溶かす焼却炉の一種）等があ
る場合、加熱された空気を排気するか、輻射線から労働者を保護する措置を講じるべきこ
と）、第 200 条（加熱された炉、汽罐（≓ボイラー）等の修理の際には、適当に冷却しない限
り、労働者を内部に入らせないこと）、第 201 条（給湿する場合、衛生上有害とならない限
度にとどめ、噴霧では清浄な水を用いるべきこと）、第 202 条（坑内で気温が摂氏 28 度を
超える／そのおそれがある場所につき、毎月 2 回以上気温を測定し、結果を保存すべきこ
と）、第 204 条（事業場に休憩設備を設けるよう努めるべきこと）、第 205 条（著しい暑熱、
寒冷、多湿、有害ガス、蒸気や粉じんを発散する等衛生上有害な作業場では、原則として作
業場外に休憩設備を設けるべきこと）、第 206 条（持続的な立業に従事し、就業中しばしば
座ることができる労働者に対して、椅子を備えるべきこと）、第 207 条第 1項、第 2 項（夜
間に労働者に睡眠させる必要がある場合か、（夜間に限らず）就業途中に仮眠の機会がある
場合、当該事業場に男女別で適当な睡眠・仮眠場所を設け、寝具、かや等を設けると共に、
疾病感染予防措置を講じるべきこと）、第 208 条（多量の発汗を伴う作業場では、労働者に
よる摂取のため、塩と飲料水を備えるべきこと）、第 209 条（常時使用労働者数 50 人以上
か、同じく女性労働者 30 人以上の事業場では、労働者が横になれる休養室等を男女別に設
けるべきこと）、第 210 条（事業場の清潔を保つため、掃除用具を備えるべきこと、年 2回
有効な大掃除を行うべきこと）、第 212 条（事業場には、たんつぼを備えるべきこと）、第
216 条第 1 項（身体や被服を汚染するおそれがある作業場では、洗面所やうがいの設備、更
衣所や洗浄の設備を設けるべきこと、第 216 条第 3 項（前項の設備のほか、著しく身体を
汚染する作業場につき、都道府県労働基準局長が、必要に応じて使用者に設置を命じる入浴
施設につき、必要な用具を備えるべきこと）、第 217条（被服が著しく湿潤する作業場では、
被服を乾かす設備を設けるべきこと）、第 218 条第 1項～第 3 項（飲用又は食品洗浄に用い
る水は、公共団体の水道から供給される清浄なものとすべきこと、私設水源を用いる場合、
公共団体等の審査に合格したものとし、適当な汚染防止措置を講じるべきこと）、第 219 条
第 1 項（事業場には、一定の条件～男女別とし、なるべく建物に間仕切りを設けるべきこ
と、便所の数を同時に就業する労働者数に応じて規定の数とすべきこと、なるべく床・腰板
を不浸透性の材料で塗装すべきこと、汚物が土中に浸透しない構造とすべきこと、流水式の
手洗い装置を設けるべきこと等～を満たす便所を設けるべきこと）、第 220 条第 1 項（第
205 条所定の作業場～著しい暑熱、寒冷、多湿、有害ガス、蒸気や粉じんを発散する等衛生
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上有害な作業場～では、原則として、作業場外に食事場所を設けるべきこと）、第 222 条第
1 項（事業場で 1 回 300 食以上か 1 日 500 食以上の給食を行う場合、栄養士を配置すべき
こと）、第 223 条第 1 項、第 2項（事業場には、負傷者の手当用の救急用具等を備え、その
設置場所と使用方法を労働者に周知すべきこと、用具等を常時清潔に保つべきこと）、第 230
条第 3 項（罐体検査に合格した汽罐や特殊汽罐、審査の申請の際に添付し、検査済の押印を
受けた明細書を喪失・毀損した時は、検査を受けた都道府県労働基準局長に再交付を申請で
きること）52、第 234 条第 4 項（溶接検査に合格した汽罐等の審査の申請の際に添付し、検
査済の押印を受けた明細書を喪失・毀損した時は、検査を受けた都道府県労働基準局長に再
交付を申請できること）、第 239 条第 1 項（汽罐には汽罐取扱主任者を選任すべきこと）、
第 239 条第 2 項（汽罐取扱主任者を選任したら労働基準監督署長に報告すべきこと）、第
241 条第 4 項（汽罐検査証の交付後でなければ、その使用はできないこと）、第 241 条第 5
項（汽罐検査証を喪失・毀損した時は、所轄労働基準監督署長に再交付を申請できること）、
第 245 条（前条の変更工事～汽罐等の罐胴（ドラム）、炉筒（円筒形の燃焼室）、火室、鏡板
（ドラムなどの両端に取り付ける板。管板とも言う）、天井板、控、燃焼装置、汽罐等の据
付基礎、制限圧力等の変更工事～落成時には、原則として、所轄労働基準監督署長に所定の
様式による申請書を提出して変更検査を受けない限り、使用してはならないこと）、第 246
条第 1 項（汽罐等の使用を 1 年以上休止しようとする時は、所轄労働基準監督署長に報告
すべきこと）、第 246 条第 2項（使用休止期間中に性能検査の有効期間が満了した場合、改
めて性能検査を受けない限り使用してはならないこと）、第 246 条第 3 項（前項の性能検査
を受ける際には所定の様式で労働基準監督署長に申請すべきこと）、第 246 条第 4 項（汽罐
等の使用を廃止する際には、汽罐検査証を所轄労働基準監督署長に返還すべきこと）、第 305
条（汽罐室には、水面計のガラス管、パッキング等の予備品や修繕工具等備えるべきこと）、
第 306 条（（汽罐を包む）れんがの亀裂、罐体とれんが積との間隙、水管式汽罐のそらせ壁
（燃焼室に沿って曲げられた壁のことと思われる）など炎への防護部分の損傷は、直ちに修
繕すべきこと）53、第 331 条第 4 項（揚重機検査証の交付後でなければ、その使用はできな
いこと）、第 331 条第 5項（揚重機検査証を喪失・毀損した時は、所轄労働基準監督署長に
再交付を申請できること）、第 332 条（揚重機の設置認可を受けた者が変わった場合、承継

 
52 当初、都道府県労働基準局長による罐体検査を受けようとする者は、使用者以外である
こと（：使用者以外の者が検査を受けた上で使用者に納品すること）もあり得ただろう
が、同検査に合格後、汽罐や明細書を喪失・毀損したとして再交付を求める者は、所有権
移転後なので、少なくとも名義上は使用者であることが多かったと察し、ここに分類し
た。 
53 汽罐の熱効率を下げることのほか、火焔を吹き出して火災を招くことを防ぐ趣旨である
（野口前掲書（1948 年（昭和 23 年））184頁）。 
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者は、10日以内に所轄労働基準署長に申請して検査証の書き換えを受けるべきこと）54、第
333 条（揚重機の能力に関する部分の変更に際しては、所定の様式による認可申請書に検査
証を添え、所轄労働基準監督署長に提出すべきこと）、第 334 条（前条の変更工事落成時に
は、労働基準監督署長が不要と認めない限り、所定の様式による申請書を提出して所轄労働
基準監督署長の変更検査を受けない限り、使用してはならないこと）、第 335 条第 1項（揚
重機の使用を 1 年以上休止しようとする時は、所轄労働基準監督署長に報告すべきこと）、
第 335 条第 2 項（使用休止期間中に性能検査の有効期間が満了した場合、改めて性能検査
を受けない限り使用してはならないこと）、第 335条第 3 項（前項の性能検査（揚重機につ
いて、休止期間中に性能検査の有効期間が満了したため、改めて行われる検査）を受ける際
には所定の様式で労働基準監督署長に申請すべきこと）、第 335 条第 4 項（揚重機の使用を
廃止する際には、揚重機検査証を所轄労働基準監督署長に返還すべきこと）、第 379 条第 1
項（溶接装置には、溶接主任者を選任すべきこと 55）、第 379 条第 2項（溶接主任者を選任
したら、所定の様式によって所轄労働基準監督署長に報告すべきこと）、第 380 条（溶接主
任者は、溶接士であるべきこと）、第 381 条第 5 項（検査証を喪失・毀損した時は、所轄労
働基準監督署長に再交付を申請できること）、第 383 条（溶接装置の安全に大きく関わる部
分～発生器、安全器、発生器室又は格納室～の変更 56に際しては、所定の様式による認可申
請書に検査証を添え、所轄労働基準監督署長に提出すべきこと）、第 384 条（前条の変更工
事落成時には、労働基準監督署長が不要と認めない限り、所定の様式による申請書を提出し
て所轄労働基準監督署長の変更検査を受けない限り、使用してはならないこと）、第 385 条
第 1 項（溶接装置の使用を 1 年以上休止しようとする時は、所轄労働基準監督署長に報告
すべきこと）、第 385 条第 2項（使用休止期間中に性能検査の有効期間が満了した場合、改
めて性能検査 57を受けない限り使用してはならないこと）、第 385 条第 3項（前項の性能検
査（溶接装置について、休止期間中に性能検査の有効期間が満了した場合に改めて行われる

 
54 揚重機の場合、設備の所有者と利用者は概ね一致するが、稀に異なることとなった場合
や、利用者の変更が生じた場合を想定した規定であり、汽罐等の場合と同様に、基本的に
は、そうした変更に際して、廃止の申請と設置の再申請を求めることなく、先の検査証の
名義変更で済むよう、その便宜を図ったものである（野口前掲書（1948年（昭和 23
年））158頁、205 頁）。 
55 溶接装置の使用に際しては、溶接主任者の選任が必要とする趣旨であり（野口前掲書
（1948 年（昭和 23 年））243-244 頁）、基本的に使用者を名宛人とした規定と察せられ
る。 
56 主に、発生器室や格納庫の移転、改造、修繕、発生器の取替や修繕、安全器の型式変更
などが該当する（野口前掲書（1948 年（昭和 23 年））245 頁）。 
57 溶接装置の各種検査には、検査の申請者か溶接主任者が立ち会わねばならない（野口前
掲書（1948 年（昭和 23 年））246頁）。 
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検査）を受ける際には所定の様式で労働基準監督署長に申請すべきこと）、第 385 条第 4項
（溶接装置の使用を廃止する際には、検査証を所轄労働基準監督署長に返還すべきこと）、
第 387 条第 3 項（第 1 項の発生器室（溶接装置の発生器を設置する専用の部屋）を屋外に
設ける場合、開口部を他の建築物から 1.5m 以上の距離に保つべきこと）、第 406 条第 1 項
（映写室には、一級映写技術者の免許を持つ作業主任者（映写主任者）を選任すべきこと 58）、
第 406 条第 2 項（前項の映写主任者（一級映写技術者免許を持つ作業主任者）を選任した
ら、所定の様式によって所轄労働基準監督署長に報告すべきこと）、第 415条第 1 項（軌道
装置を設置する際は、第 56 条（労基法第 54 条第 1 項が定める計画の届出の様式と必要記
載事項）所定の届書に摘要書と図面を添付すべきこと）、前項の摘要書（軌道装置を設置す
る場合に行政に提出する届書に添付する資料）には、図示する場合を除き、所定の事項～汽
罐車を運転する軌道に関すること：使用目的、軌道の延長、最小回転半径と最急勾配、地上
運転場所の長さや幅、車輌の主要寸法等（第 1 号）、鋼索牽引車を運転する軌道に関するこ
と：使用目的、起点と終点の位置、最小回転半径と最急勾配、地下運転の場合の長さや幅、
車輌の主要寸法、最大連結車両数等（第 2号）～を記載すべきこと（第 415 条）59、 
 

8．2 実質的には労使双方が名宛人だと解される規定 

第 307 条（点火する際には、風戸を点検し、開放したまま行うべきこと）60、第 308条第
1 項（一人で同時に二罐以上の吹出（濃縮された蒸発残留物の排出）を行ってはならないこ
と）、第 309 条（掃除等のため罐内に潜入する場合、換気し、蒸気圧を持つ汽罐との管連絡
を確実に遮断すべきこと）61、 
 

 
58 映写室は、通例、数名が就業し、現に、通例、予防責任者が設置されてきたので、法制
度化した。見習等の名目で免許を受けない労働者を就業させる等の室内での違反は、事業
者と共に映写主任者の責任を導く（野口前掲書（1948 年（昭和 23 年））261 頁）。 
59 軌道装置は、労基法第 45 条の規制対象なので、規則第 56 条により届け出ればよく、汽
罐や揚重機のように認可を受ける必要はない（野口前掲書（1948 年（昭和 23 年））268
頁）。 
60 可燃性ガスの停滞により、点火と同時にガス爆発が生じることを防ぐ趣旨である（野口
前掲書（1948 年（昭和 23 年））184 頁）。一義的には使用者に義務づけた規定であろう。 
61 換気は、窒息や塗布作業における塗料等による中毒防止を目的とし、蒸気を生じる罐と
の管連絡の遮断は、管を通じて蒸気罐と連続させて用いる場合を前提に、両罐の連絡を断
つことで、蒸気の奔流を防止することを目的としている（野口前掲書（1948 年（昭和 23
年））185 頁）。 

－2993－



8．3 実質的には国が名宛人だと解される規定 

 第 25 条（衛生管理者免許の不適格者へは免許を与えないこと）、第 26 条（都道府県労働
基準局長による免許認定の際の免状の交付）、第 31 条（衛生管理者試験の科目免除）、第 38
条第 2 項（汽罐（≓ボイラー）、揚重機、アセチレン溶接装置等危険な機械器具の範囲や認可
の基準については、第 4編で定めること）、第 39条第 2 項（汽罐（≓ボイラー）等の特定の
危険な機械器具の性能検査を行う際の事前の期日指定）、第 405 条（映写技術者免許を一級
免許と二級免許に分け、二級免許を甲種と乙種に分ける。乙種映写技術者は、炭素弧光燈（カ
ーボンアークランプ）62を光源とする映写機を操作できないこと）、第 408 条第 1 項（二級
免許を受けた後、1 年以上実務経験を持つ者でなければ、一級映写技術者試験を受けられな
いこと）、 
 

8．4 実質的には都道府県労働基準局長が名宛人だと解される規定 

 第 216 条第 2 項（著しく身体を汚染する作業場では、必要に応じ、使用者に入浴施設の
設置を命じられること）、 
 

8．5 実質的には（使用者も含むが、主に製造業者、譲渡提供者、設置業者など

であって）行政による許認可を受けようとする者が名宛人だと解される規定 

 第 41 条第 1 項（汽罐（≓ボイラー）等の機械器具の性能検査を受ける際に必要な準備）、
第 41 条第 2 項（揚重機（一定規模以上の起重機及びエレベーター）の性能検査を受ける際
に必要な準備）、第 41条第 3項（アセチレン溶接装置の性能検査を受ける際に必要な準備）、
第 229 条（汽罐、特殊汽罐、給水加熱器や節炭器（エコノマイザともいい、エネルギー消費
を減らすため、または流体の予熱などを行うための熱交換器）、過熱器（ボイラー等により
発生する乾き飽和蒸気をさらに熱し、より高い温度の過熱蒸気を発生させるための装置で

 
62 炭素（カーボン）電極間のアーク放電によって発光する発光管を持たない放電ランプの
こと。高輝度の点光源であり、演色性も優れていることから、以前は映写機、投光機、光
学機器、写真製版などのほか、材料の耐候試験用光源としても使用されていた。アーク放
電を生じる場所が空気中であり、煙や音が発生することから、取扱いや環境などに難があ
る。近年では、それらの問題のないキセノンランプが使われる（ウシオ電機株式会社のウ
ェブサイト
（https://www.ushio.co.jp/jp/technology/glossary/glossary_ka/carbon_arc_lamp.html 最終
閲覧日：2020年 9 月 8日）より）。 
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熱交換器の一種）、蒸気だめ（ボイラーで発生した蒸気を用途別に分配するために留め置く
設備）、主蒸気管（ボイラーの出口から蒸気の使用先に至る管）、給水管（ボイラーに水を供
給するための給水ポンプからボイラーまでの水管）、吹出菅（ボイラー水が蒸留することで
沈殿する残留物などを排出するため、胴やドラムに設けられることが多い管。通常は、吹出
口から吹出弁等をつなぐ管を意味する）、蒸気分離器（蒸気管内の水滴を分離して再度蒸気
に変える工程に配分するための機器。気水分離器ともいう）、還元器等の附属装置の圧力を
受ける部分を溶接する場合、原則として、この規則の溶接に関する規定によるべきこと）、
第 231 条（水管式汽罐や鋳鉄（ちゅうてつ）製汽罐等の組立式の汽罐については、先に第
237 条所定の設置許可を受けた後に罐体検査を受けることができること）、第 234 条第 1項
（汽罐や特殊汽罐の溶接については、溶接検査を受けるべきこと）、第 238条第 1 項（罐体
検査後 1年以上経過した汽罐等を設置する際には、労基署長の性能検査を受けるべきこと）、
第 241 条第 1 項（汽罐又は特殊汽罐の設置工事が落成したら、所轄労働基準監督署長に所
定の様式による申請書を提出して落成検査を受けるべきこと）、第 244 条（汽罐等の罐胴（ド
ラム）、炉筒（円筒形の燃焼室）、火室、鏡板（ドラムなどの両端に取り付ける板。管板とも
言う）、天井板、控、燃焼装置、汽罐等の据付基礎、制限圧力等を変更する際には、所定の
認可申請書に汽罐検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出すべきこと）、第 329 条（揚
重機の設置にかかる認可申請書に添付する摘要書には、図示する場合を除き、揚重機の種類
ごとに所定の事項～天井走行起重機（第 1 号）、ガイデリック（第 2 号）、その他の起重機
（第 3 号）、コンクリート用エレベータ（第 4 号）、その他のエレベータ（第 5 号）～を記
載すべきこと）、第 330 条（揚重機の設置にかかる認可申請書に添付する図面には、設置場
所付近の概要、建設物との関係、全般平面図・正面図、巻上機、原動機の構造及び配置、各
種安全装置の構造、電気配線等の事項を記載すべきこと）63、第 331 条第 1項（揚重機の設
置工事が落成したら、所轄労働基準監督署長に所定の様式による申請書を提出して落成検
査を受けるべきこと）、第 377 条第 1 項（溶接装置を設置しようとする際は、所定の様式に
よる認可申請書を所轄労働基準監督署長に提出すべきこと）、第 377 条第 2項（前項の規定

 
63 第 328 条から本条に至る 3か条は、第 327 条が定める揚重機を設置する場合の認可手続
きであり、それ以外の揚重機は、第 56 条所定の届出で足りる。なお、揚重機の設置者が
が専門業者であることなどにより利用者と異なる場合、設置認可申請から落成検査申請ま
での手続は設置者が行い得る。また、同じ事業場内でのガイ・デリックやコンクリート用
エレベータの移動については、設置認可申請の際に総括的に移動があり得る旨を示してお
けば、逐一手続を行う必要はない。 
揚重機の構造は多種多様なので、個別に摘要書のフォーマットを定められないが、起重

機については、天井走行起重機とガイデリックというかなり性格・構造が異なるものにつ
いてフォーマットを定め、その他はこれを参考にして摘要書を作成するよう図った経緯が
ある（野口前掲書（1948年（昭和 23 年））201 頁）。 

－2995－



（溶接装置の設置に際しての労基署長への認可申請書の提出）は、発生器（アセチレン発生
器）又は格納室（アセチレン発生器を含む溶接装置を格納する小室のことと思われる）に準
用すること）、第 378 条（前条の認可申請書（溶接装置、発生器、格納室の設置に際しての
労基署長に提出する認可申請書）には、所定の様式による摘要書及び一定の事項～溶接装置
の配置（第 1 号）、発生器及び安全器の構造（第 2 号）、発生器室又は格納室の構造（第 3
号）、設置場所四隣の概要（第 4 号）～を記載した図面を添付すべきこと、但し、移動式溶
接装置の場合、第 1号、第 4号の図面の添付は不要であること）、第 381 条第 1項（溶接装
置の設置工事が落成したら、所轄労働基準監督署長に所定の様式による申請書を提出して
落成検査を受けるべきこと）、 
 

8．6 実質的には製造者、譲渡提供者、設置業者、使用者等の関係者全てが名宛

人だと解される規定 

 第 59 条（動力伝導装置（モーター、エンジン等の原動機の回転力を、使用する産業機器
の必要な回転数に変換して伝えるもの ）による危害の防止のため、機械ごとに電動機（モ
ーター）を付けたり、構造をシンプルにするよう努めること）、第 250 条（蒸気罐には、一
定の伝熱面積以下の場合を除き、2 個以上の安全弁（ボイラー内の圧力が一定以上に達した
際に自動的に開いて圧力を下げるバルブ）を備え、内部圧力が制限圧力×1.1 を超えないよ
う措置すべきこと）、第 251 条第 2項（蒸気罐において、安全弁に加わる圧力が 600kg を超
える場合、テコ式としてはならないこと）、第 253 条第 2 項（第 1 項（蒸気罐の安全弁は、
制限圧力を 4％又は 0.5kg／㎠を超えた際に作動し始めるべきこと）は、圧力の上昇に伴い
段階的に作動する安全弁が複数ある場合、最初に作動するものに限り適用すること）、第 255
条（最大蒸気圧が継続しても制限圧力の 1.1 倍以上に達しない機能を持った安全弁には、前
条（安全弁の径の合計面積は、制限圧力と火格子面積に応じ、所定の計算式で導かれた値以
上にすべきこと）を適用しないこと）、第 257 条（2 個以上の安全弁を同じ弁台に設ける際
は、弁台の有効断面積（力学的に有効に働く断面積）を安全弁の合計面積以上とすべきこと）、
第 258 条第 1項（温水罐には、水を逃す管（逸水管）や弁（水逃し弁）を備えるべきこと）、
第 261 条第 1項（蒸気罐には、制限圧力の 1.5～3倍の目盛りを持つ圧力計を設け、制限圧
力の目盛りに標準を付すべきこと）、第 264 条第 1項（温水罐には、罐体か温水の出口付近
に、制限圧力の 1.5 倍以内の目盛りを持つ水高計又は第 261 条が定める圧力計を備えるべ
きこと）、第 264 条第 2 項（温水罐には、水高計と同時に見られる位置に罐水の温度計を備
えるべきこと）、第 265 条（蒸気罐には、原則として、2 個以上のガラス水面計を備えるべ
きこと）、第 268 条第 1項（蒸気罐には、水室最下部に吹出管を備え、吹出弁か吹出コック
を備えるべきこと）、第 268 条第 2項（制限圧力が 10kg／㎠以上の据付蒸気罐には、2個以
上直列の吹出弁を備えるか、吹出弁と吹出コックを併用すべきこと）、第 272 条第 1項（蒸
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気罐には、原則として、随時、単独で最大蒸発量以上を給水できる給水装置を 2個以上備え
るべきこと）、第 272 条第 2項（火格子面積や伝熱面積が一定基準以下の蒸気罐の場合、給
水装置は 1 個にできること）、第 272 条第 3 項（制限圧力が一定基準以上の蒸気罐の場合、
第 1 項所定の給水装置は、動力で運転する給水ポンプやインゼクター（ボイラーが噴出す
る蒸気の圧力で自身に給水する装置）とすべきこと）、第 274 条（近接した 2以上の蒸気罐
を結合して使用する場合、給水装置に関する規定の適用に際しては、1 蒸気罐とみなすこ
と）、第 275 条（給水装置の給水管には、原則として、蒸気罐に近接した位置に、給水弁（給
水バルブのこと。給水する水量を調整する機能を持つ）及び逆上弁（流体の逆流を止める弁）
を備えるべきこと）、第 278 条（煙突に通じる煙道には、風戸（かざと。ダンパーのこと）
を設け、その操作装置を容易に調節できる位置に設けるべきこと）、第 279 条（微粉炭燃焼
装置（石炭を微粒に粉砕し、空気中で燃焼させるための装置）には、爆発燃焼による危害防
止のため、爆発戸を設けるべきこと）、第 283 条（水道など圧力を持つ管からボイラーに給
水する場合、給水管を水返り管（還水管のこと。ボイラーで発生した蒸気は、水や空気など
の加熱に利用されて消費された後、蒸気と凝縮水に分離され、後者のみがボイラーに戻され
る。その配管を還水管という）に取り付けるべきこと）、第 286 条（鋳鉄製蒸気罐には、原
則として、1 個以上の安全弁を備えるべきこと）、第 288 条（鋳鉄製蒸気罐には、原則とし
て、2 個以上のガラス水面計を備えるべきこと）、第 291 条（特殊汽罐（現在の第一種圧力
容器）には、1 箇所以上の安全弁等を備えて、内部圧力が制限圧力から 10％を超えないよ
うにすべきこと）、第 292 条第 2 項（前項（特殊汽罐には、安全弁を罐体と圧力源の間に設
けるべき）の履行に際し、罐体と安全弁の取り付け部分の間に止め弁（流量を調整したり逆
流を防止するための弁）を設けてはならないこと）、第 294 条第 2 項（オートクレーブ等の
特殊汽罐で、内圧の急激上昇のおそれのあるものにつき、圧力計に加えて温度計を備えるべ
きこと）、第 296 条（横置型の蒸罐では、罐胴の長手接手を罐胴の最低部分から左右 20 度
以内に配置してはならないこと）、第 299 条（2 罐以上の汽罐を設置する汽罐室では、蒸気
及び給水の配管図を掲示すべきこと）、第 300 条（汽罐室には、原則として 2 以上の出入口
を設けるべきこと）、第 302 条第 2項（汽罐室や機関設置場所に燃料を貯蔵する場合、原則
として～防火のため適当な障壁を設ける場合を除き～、汽罐の外側から 1200mm 以上離す
べきこと）、第 339 条（揚重機の巻上機には、適当な制動装置 64を設けるべきこと）、第 340
条（揚重機には、適当な巻過ぎ防止用の安全装置（天井走行起重機では、リミットスイッチ
のようなもの。ガイデリックでは、鋼索（ワイヤー）に予め危険限界の位置を標示して、運
転手が目視で停止する方法が一般的 65）等の措置を講じるべきこと）、第 342条（揚重機に

 
64 メカニカルブレーキ、マグネットブレーキ等が想定されているが、土木建築工事用の場
合、手用ブレーキ、足踏みブレーキ等でも差し支えない（野口前掲書（1948 年（昭和 23
年））208頁）。 
65 野口前掲書（1948 年（昭和 23 年））208 頁。 
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は、（人声によらない）適当な信号方法を定めるか、信号装置を設けるべきこと）66、第 344
条（揚重機の運転台までの間など、労働者が昇降を必要とする部分には、安全なはしご等の
昇降設備を設けるべきこと）67、第 345 条（揚重機のトロリ線（パンタグラフ等を通してク
レーン等の移動体に給電する接触電線のこと 68）等の電気設備で、感電のおそれのある箇所
には、その防止のため適当な設備を設けるべきこと）、第 349 条（走行起重機及び人荷共用
エレベータには、適当な緩衝装置を設置すべきこと 69）、第 351 条（ブーム付起重機には、
主柱の垂直の程度を指示する装置及びブームを極限半径を超えて起伏させないための指示
装置を設置すべきこと 70）、第 353 条（人荷共用エレベータには、所定の安全装置～巻上用
鋼索の切断等の際に昇降体の落下を自動的に防止するもの、昇降体の停止位置を自動的に
制御するもの、動力遮断の際に原動機の回転を自動的に制御するもの、昇降体の速度超過の
際に自動的に動力を遮断するもの等～を設置すべきこと）、第 364 条（起重機に附属する鎖
及びフックが硬化したと認められる場合、焼鈍（やきなましとも言う。硬化により内部のひ
ずみを生じた金属を高熱で軟化させ、展延性をもたらす熱処理）しない限り使用してはなら
ないこと）、第 418 条第 1項（軌条の敷設にはまくら木を使い、犬釘で堅固に固定すべきこ
と）、第 423 条（軌条の分岐部分には、確実な機能を有する転轍器（分岐器を操作する装置）
及び轍叉（クロッシング）を設け、軌道の終端には、確実な車止装置を設けるべきこと）、
第 425 条第 1項（動力車には手動制動機を、10 トン以上の動力車の場合、動力制動機を備
えるべきこと）、第 429 条（軌道や巻上装置の車輌が逸走するおそれがある場合、逸走防止
装置を設けるべきこと）、 
 
【疑問】 

 ・規格は誰の義務か。 
 ・規格試験は国の義務か。 
 ・資格要件は誰の義務か。 
 ・資格試験は国の義務か。 

 
66 運転士と玉掛けや合図手との連絡を確実にすることを目的とした規制である（野口前掲
書（1948年（昭和 23 年））209 頁）。 
67 天井走行起重機のガーダーのように、日常的な注油、点検等を要する箇所に渡る場所に
足場を設けることも含まれる（野口前掲書（1948 年（昭和 23 年））210 頁）。 
68 住友電工のウェブサイト（https://sei.co.jp/doden/最終閲覧日：2020年 8月 28 日）。 
69 揚重機の衝撃による災害防止を図った規定である（野口前掲書（1948 年（昭和 23
年））212頁）。 
70 マストの垂直の安定を図るために傾斜角度を示す装置とブームを倒し過ぎないために角
度を示す装置を設けるべき旨を定めている。ブーム起伏用ロープに印を付ける方法でもよ
い（野口前掲書（1948年（昭和 23 年））212 頁）。 
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行政官向けアンケート結果及び質問 4（法改正提案）に関する検討状況報告書 
  



質問 4 の検討状況 所掌事項別一覧表 
部署 質問 4 の検討状況番号 
1 安全衛生政策全般（又は安全・衛生

共通事項） 
1，2，6，7，8（一般論関係），9，10，11，13（一般論），24，
25，26，27，29，30，31，32，33，34，35，36，37，38，39，
40，41，43，53，54，61，62，63，64，65，66，67，69，70，
73，74，76，78，79 

 監督課共通関係 44，45，46，47，48，49，50，51，52，58，60，63 
2 安全課関係 2－1 建設安全関係 13（建設関係），15，17（クレーン関係），19，20，21，22（建

設関係），23，55， 68， 
2－2 その他 5，8，12，14，16，17（クレーン以外関係），18，22（建設以外

関係），23，28，55，57， 72，75 
3 労働衛生課関係 4，42，56，71，77 
4 化学物質対策課関係 3，42，59 
 
 
 
 
  



質問 1 
労働安全衛生法の第＿＿章第＿＿節にある条文と、それに紐づく重要な省令の条文（別紙資料をご参照下さ

い）が適用された実際の例のうち、その条文の特徴をよく示すものをご教示下さい。守秘義務を侵さない範囲
に情報を抽象化して頂いて結構です。また、全ての枠を埋めて頂く必要はありません。 

なお、紐付き省令の条文については、別紙資料に掲載された条文以外を採り上げて頂いても結構です。 
 
【質問 1 に対する回答－本法関係】 
●労働安全衛生法第 2 条、第 20 条ほか 

重層請負関係にある建設工事現場の末端労働者に関する労働安全衛生法第 20 条の措置義務に関し、労働者派
遣法第 45 条のみなし規定適用により、（本来は認められていない）実質的な作業指示を行う請負関係上位事業
者を本条の措置義務者として立件した。同様の事例は少なからずある。 

このことは、労働者派遣法第４条第１項、労働安全衛生法第 29 条、同第 29 条の 2 等の立法趣旨とは異なる
次元で、重層請負関係にある中小建設工事（実態として請負関係の末端における実質的労務供給＝派遣はなく
なっていない）の安全衛生措置義務の所在を逆説的に明確にする効果を発揮しているともいえる。 
労働者派遣法施行以前は、捜査において社会経済的に責任を負うべきと考えられる上位請負事業者の措置義務
を認定するための論理構成とその証拠化の困難、あるいは、末端事業者の故意認定の困難が立ちはだかってい
たが、実質的に労働者派遣法第 45 条は立件にあたっての貴重なツールとなっている。（000236 元監督官） 

○註釈（森山） 
（労働安全衛生法の適用に関する特例等） 

第四十五条 略 
２ 略 
３ 労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の

事業を行う者を当該派遣中の労働者を使用する事業者と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行
う者に使用される労働者とみなして、労働安全衛生法（中略）第二十条から第二十七条まで（中略）の
規定並びに当該規定に基づく命令の規定（これらの規定に係る罰則を含む。）を適用する。（後略） 

４～17 略 

 
※元請負人、元方事業者、注文者はそれぞれ違う概念ですので異なる場合があります。 

 
●労働安全衛生法第 5 条の適用例 

建設工事現場において、共同企業体が発注者から業務を請け負ったため、当該共同企業体から、労働安全衛
生法第 5 条に基づき、共同企業体の代表者選任届が提出された。条文の特徴として、具体的な選出方法は、安
全衛生規則（第 1 条）に定められており、同規則の規定に基づき、選任届は労働基準監督署長を経由して提出



された。 （00147 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 6 条の適用例 

労働災害防止 5 か年計画に基づいて、安全衛生対策の重点を置いているので、沖縄局版の労働災害防止計画
の内容を、違反としての適用ではなく指導レベルで適用している。（00107 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 11 条（安全管理者）、安衛則第 6 条（安全管理者の巡視及び権限の付与の適用例 

九州地方の大手電機工事業の事業場において、安全巡視者（安全管理者との表記はない）の安全巡視につい
て、タブレットにより計画から現場における帳票作成、写真撮影、巡視結果データ保管、印刷等までを１つの
デバイスで完結できるようにした結果、情報の共有によるより的確な指導等が可能となるとともに、活用が大
幅に広がったという取り組みを行っている。条文では、安全管理者が、安全巡視で把握した法令違反等明確な
危険のおそれに対し、その場で危険防止措置を講じるようなことが想定されていると思われるが、法令を上回
るような安全確保措置を含めて安全管理を組織的に取り組んでいるような状況においては、安全巡視で得られ
た情報の電子的な処理、それによる情報共有、組織的な判断・対応が必要になっていると思われる。（00222元
監督官・元技官） 
 
●労働安全衛生法第 11 条、第 12 条、第 12 条の 2、第 13 条の適用例 

安衛令で定める業種、規模の事業場に対して、安衛則で定める資格要件を満たす安全管理者等を選任してい
ない場合、適用する。（00196 不明） 
 
●労働安全衛生法第 12 条の適用例 

同一県内に本社及び複数の支店を有する事業者において、常時 50 人以上の労働者を使用する事業場（支店）
で専属の衛生管理者を選任しておらず、本社専属の衛生管理者が複数支店の衛生関係業務を行っていたことか
ら、支店における衛生管理者の選任について指導を行ったもの。（000155 不明） 
 
●労働安全衛生法第 14 条の適用例 

作業受任者の未選任、作業主任者の氏名職務の未周知に係る法違反（00167 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 14 条の適用例 

法 14 条作業主任者 政令 6 条対象となる作業を列挙。 
法 14 条作業主任者 省令（安衛則）18 条作業主任者の職務氏名の周知。（00177 監督官） 

 
●労働安全衛生法第 17 条、第 18 条の適用例 

金属製品製造業で常時労働者が 50 人以上の労働者を使用する事業場について、安全委員会や衛生委員会を開
催していなかったため、安衛法 17 条第 1 項と安衛法第 18 条第 1 項の法違反を指摘した。 

安衛法第 19 条には、安全衛生委員会が設置可能である旨の条文があるが、安全委員会と衛生委員会の両委員
会の設置が義務付けられている事業場に対し、実務上、安衛法第 19 条による違反ではなく、安衛法第 17 条違
反と安衛法 18 条違反のそれぞれの法違反を指摘している。（00035 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 17 条、第 18 条、第 19 条の適用例 

安衛令で定める業種と規模の事業場において、本条で定める安全委員会等を設けていない場合、適用する。
（00196 不明） 
 



●労働安全衛生法第 20 条の適用例 
洗濯したタオルを乾燥後にほぐす機械（シェイカー）にて目詰まりが発生したため、解消作業に行ったが戻

ってこないので同僚が見に行ったところ、同シェイカー内で倒れていたという事例 
・単独作業であったことから現認者がおらず、労働安全衛生規則第 107 条に定める「機械の給油、検査また

は調整の作業」の特定ができず、法違反を特定できないという意見がある一方、実態として機械（シェイカー）
が動いている時に機械を止めていれば災害は発生しなかったのだから、法違反を認めるべきとの意見があった。
（00170 不明） 
 
●労働安全衛生法第 20 条の適用例※2（のちの労働安全衛生法第 27 条の適用例で参照） 

工場内で木工作業を行うに当たり、労働者が使用する木材加工用丸のこ盤に歯の接触予防装置を設けなかっ
た。（00072 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 20 条の適用例 

・動力機械の歯車の覆いがない。 
・安全装置の不備。 
・掃除等の場合の運転停止 
・プレス安全装置の未設置。（00167 監督官） 

 
●労働安全衛生法第 20 条の適用例 

機械等の中には足場が含まれているため、建設現場の監督指導が多い監督署としては、建設業で適用するこ
とが多い。（00107 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 20 条の適用例（クレーン則第 69 条及び第 70 条の疑い） 

平成 7 年当時、東京都文京区の建設工事現場で移動式クレーンを使用して作業中、安全装置を無効にしてオ
ーバーウエイト状態のまま、クレーン作業を行った結果、クレーンが前のめりになり、ジブが折損、清掃事務
所の建物を一部損傷、労働者が被災する災害が発生した。 

特定機械の災害であることから、行政機関として「災害調査」と共に司法事案として検察庁（区検）に書類
を送致。（000283 元技官） 
 
●労働安全衛生法第 20 条、第 21 条の適用例 

倉庫内で移動はしごを使用して、高さ約 3 メートルの場所に置かれた段ボール箱を下そうとした際に、移動
はしごから墜落した事例 
・単独作業であったことから、状況を勘案し、移動はしごから墜落したと判断したもの 
・単独作業であったことから、被災者がどの高さから墜落したのか不明。このため、労働安全衛生規則第 518

条、第 519 条の適用は見送ったもの 
・また、労働安全衛生規則第 526 条についても、移動はしごを使用して昇降していることから、同則違反では

ないとする意見がある一方、当該移動はしごは短く、段ボール箱のおかれた場所の高さに届いていないなど、
不安全な状態で使用していたのだから、同則違反を認めるべき、との意見があった。（00170 不明） 

 
●主に労働安全衛生法第 21 条に紐づく労働安全衛生規則第 518 条の適用例 

輸送運搬機械製造会社で、同社所属の労働者 3 名が、工場建屋内壁面へ電源コンセントを増設する作業を行
っていたところ、うち 1 名が地上から高さ約 3 メートルの梁上からコンクリート床面に墜落し、死亡した。同
社責任者は、電源コンセント増設作業を行わせるにあたり、作業場所は高さが 2 メートル以上で、足場を組み



立てる等の方法により、作業床を設けることが容易でぁったのに、これを設けず、もって労働者が墜落するお
それのある場所に係る危険を防止するために必要な措置を講じなかった。（0097 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 21 条の適用例 

平屋建て倉庫のスレート屋根塗替え作業中、スレートを踏み抜き、倉庫床へ墜落した事例 
・労働安全衛生規則第 524 条違反を認めたもの 

行政解釈（昭和 43.6.14 安発第 100 号）において、「スレート、毛板等脆弱な材料で吹かれた屋根であって
も、当該材料の下に野地板、間隔が 30 センチメートル以下の母屋等が設けられており、労働者が踏み抜きによ
る危害を受ける恐れがない場合には本条を適用しないこと」とされているが、現場には野地板が張られておら
ず母屋の間隔も 30 センチメートルを超えていた。 

いずれにせよ、労働者が屋根を踏み抜いて墜落により被災した場合は、特段の墜落防止対策を事業者が講じ
なければ法違反が成立すると思料するが、「母屋の間隔が 30 センチメートル」という基準は通達にしか認めら
れないほか、「墜落する恐れ」を構成要件とすることは根拠がぜい弱であることは否めないのではないか。
（00170 不明） 
 
●労働安全衛生法第 21 条の適用例 

墜落防止災害で多い災害の１つであることから、建設現場や工場内など墜落の恐れがあり、手すりのない箇
所での適用が多い。（00107 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 22 条の適用例 

局排の未設置。呼吸用保護具の未着用。（00167 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 22 条の適用例（有機則第 24 条） 

昭和 52 年当時、東京都三鷹市にあったメッキ工場で、個別指導による立ち入りで有機溶剤の危険・有害性な
どの掲示が汚損され、且つ機械設備の陰に隠れている状況が現認されたことから、文書により「掲示物の整備」
と「掲示場所の位置変更」を行政指導した事案。（000283 技官） 
 
●労働安全衛生法第 23 条の適用例 

労働安全衛生規則第 53 条の適用により、健康管理手帳の交付を労働者がされたとき、管理に困るということ
が想定されます。携帯電話のアプリ等に連結させた方が、より身近に管理・保存できそうです。（00025 監督
官） 
 
●労働安全衛生法第 23 条の適用例（事務所則第 21 条） 

平成 2 年当時、東京都目黒区内で労働者数が 50 名を超える製造業の事業場への立ち入りで、休養室が男女別
に設置されていないことから、改善されるまでの間は、打ち合わせ室の一部を転用するなどの緊急措置を指導
し、しっかりとした出入口、及び室内の区画をレイアウトし、男女別に休養室を整備し、鍵を設けて管理され
るなどについて、文書交付により行政指導を実施。（000283 技官） 
 
●労働安全衛生法第 27 条の適用例 

なお、同条で定める事業者が講ずるべき措置は、労働安全衛生法第 27 条により、厚生労働省令へ委任されて
いる。 

上記事例 
※1（労働安全衛生法第 100 条第１項） 



※2 労働安全衛生法第 20 条では、労働安全衛生規則第 123 条に委任される。 （00072 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 29 条の適用例 

RC 造マンションの新築工事現場において、足場を使用する一次下請事業者の労働者が安衛則第 567 条に基づ
く足場の点検を行っておらず、加えて、当該点検の未実施について元方事業者による指導が一切行われていな
かったことから、下請事業者等（関係請負人及び関係請負人の労働者）が法令の規定に違反しないよう必要な
指導を行うよう元方事業者に対して指導したもの。（000155 不明） 
 
●労働安全衛生法第 29 条の適用例 

建設現場で下請け事業場が違反していた時。（00005 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 29 条の適用例 

事案 1 木造家屋新築工事現場において、作業者が建屋 2 階の開口部から墜落した事案 
1 事案概要 

木造２階兼住宅新築工事において、被災者（1 次下書事業者の労働者）は、窓から建材を受け渡すため建
材を持った状態で窓に近づいたところ、ユニットバス設置用のピットから 1 階床に墜落したもの。墜落高
さ 3m。被災者は墜落制止用器具を着用していたが、現場には墜落制止用器具の取付設備はなかった。 

2 適用の要旨 
ユニットバス設置用ピット周囲には囲い、手すり、覆い等が設けられておらず、また現場の状況から、

それらの設置が困難である事情も認められなかったため、当該 1 次下請事業者に対し、安衛法 21 条第 2 項
（安衛則第 519 条第 1 項）違反を是正勧告した。また元請負事業者は、当該 1 次下請事業者に対し安衛法
に違反しないよう必要な指導を行っていなかったため、元請事業者に対し安衛法第 29 条第 1 項違反を是正
勧告した。（00122 監督官） 

 
●労働安全衛生法第 29 条の適用例 

元方事業者に対して、関係請負人と関係請負人の労働者が労働安全衛生法とその関係法令について違反が認
められた場合、必要な指導を行わなかったとして適用する。（00196 不明） 
 
●労働安全衛生法第 29 条の適用例 

土木建設用鋼材のリースを行っている会社の構内で、土木建設用鋼材の洗浄や整備を請け負っている会社の
作業員がアーク溶接を行っていたが、当該作業員に対しアーク溶接特別教育を受講させていなかった。 

下請会社に対して、安衛法 59 条 3 項違反を指摘した後、元請であるリース会社には安衛法 29 条第 1 項違反
を指摘した。 

事業者間に請負関係が成立していた場合で、かつ下請業者で安衛法違反が成立した場合、建設業に限らずあ
らゆる業種の事業者について安衛法 29 条違反が成立するといった特徴がある。（00035 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 29 条の適用例 

関係請負人及び関係請負人の労働者に安衛法違反が認められたとき、元請（建設業）に対して指導。（00163
監督官） 
 
●労働安全衛生法第 29 条の適用例 

労働安全衛生法第 30 条（特定元方事業者の講ずべき措置）及び、第 31 条（注文者の講ずべき措置）におい
ては、紐づけられる安全衛生規則があるため、下請に違反があった場合に、該当する安全衛生規則の特別規則



（第四編）の違反を元請に対して指摘するが、これらに該当しない違反（特化則、有機則等）を下請に指摘し
た際には、より専門知識の必要な分野として元請けの援助が必要不可欠となるにもかかわらず、条文として罰
則のない安全衛生法第 29 条を適用させるしかなかった事例。 

メンテナンス工事の現場において、タッチアップのため、事前の有機溶剤等を使用した払拭作業を下請業者
が行っているにもかかわらず、知識不足から、有害性の認識が無く、作業主任者、呼吸用保護具未着用等、法
令に基づく措置の未実施が見受けられたもの。当該事業者には、該当する違反を指摘したものの、管理すべき
元請から必要な指導がないものとして、労働安全衛生法第 29 条を適用させたもの。（00040 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 29 条の適用例 

建設現場において、元方事業者が、関係請負人に対し安全衛生法の規定に違反しないように必要な指導を行
っていなかったもの（例：安衛法第 61 条の就業制限違反、安衛則第 519 条の墜落防止措置違反等）。若しくは、
元方事業者が、関係請負人に対し安全衛生法に違反していると認めていたにもかかわらず、是正のための必要
な指導を行っていなかったもの。 
（00212 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 29 条第 1 項の適用例 

これは広く行われておりますが、建設現場において下請けに違反があると、元方事業者に対し、殆ど必ず本
項違反を是正勧告しております。 

ただ、是正勧告の文面において、「…の命令の規定に違反しないよう必要な指導を“十分”行っていないこと」
という、ちょっと表現を和らげることがあります。 

これは、通常、元方事業者が各種指導を既に沢山行っているからです。 
本条には罰則がありませんのでそのように和らげてもよいかなという感覚があります。（番号なし森山監督

官） 
 
●労働安全衛生法第 29 条の適用例 

建設現場において、下請けの事業場の労働者が労働安全衛生法上必要な安全措置を講じておらず、労働安全
衛生法違反が発生しているにもかかわらず、是正のため必要な指示又は法令に違反しないよう必要な指導を元
請け業者が行っておらず、当該条文に抵触したもの。（00089 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 29 条の適用例 

関係請負人に法違反が認められたところ、元方事業者（元請）において関係請負人が違反しないよう必要な
指導を行っていなかったことで、1 項を適用。（00173 技官） 
 
●労働安全衛生法第 29 条第 1 項の適用例 

建物解体工事において、関係請負人（1 次下請け）が小型車両系建設機械を使ってフレコンバックを吊り上げ
る作業中、荷を掛ける作業をしていた労働者が荷と建設機械に手を挟まれて負傷した。車両系建設機械を主な
用途以外の用途に使用し、また、その運転者は小型車両系建設機械の運転のための特別教育を修了していなか
ったが、元請事業者が、関係請負人に対して、法令に違反しないよう必要な指導を行っていなかったことが判
明したので、元請事業者に対して、本条違反とした。（00180 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 29 条の適用例 

法 31 条の適用がない業種で、下請業者又はその労働者に違反が認められた場合に元請に対し是正を勧告する。
（00162 監督官） 



 
●労働安全衛生法第 29 条の適用例 

元方事業者が関係請負人及びその労働者が法令違反しないよう必要な指導義務を違反していると認めるとき
は是正のため必要な指示義務を求めているが、「必要な」指導、「必要な」指示が具体的にどこまでが不明確
である。 

また、この条文には罰則規定がない。元方事業者として努力義務でよいのかと感じるところもあるが、止む
を得ないところではあろう。 

請負人は、実質は元方事業者の指示のもとに工事や業務を行うが、司法処分のときには請負人が安衛法違反
の主体であり、元方事業者に捜査の範囲として及ぶのは、共犯として立件するときくらいである。必要な指導、
必要な指示を明確化し、罰則付きにしては如何であろう。 
（00076 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 29 条の適用例 

建設工事において、下請業者が無資格就業により労災事故を発生させたため、元方事業者に対し、下請業者
に対する必要な指導を行っていなかったとして是正勧告を行なった。（00121 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 29 条の適用例 

製造業種 元方事業者 
構内請負労働者がピットから墜落し、ピット内容物に埋もれて死亡。 
請負事業者 533 違反について、元方違反が成立。（00058 監督官） 

 
●労働安全衛生法第 29 条の適用例 
・元方事業者として、関係請負人及び関係請負人の労働者が当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令

の規定に違反しないよう必要な指導を行っていない。 
・建設現場において、下請事業者に法違反が認められた時に、元請事業者に対して適用。 
（00027 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 29 条の適用例 

関係請負人の労働者に安衛法違反が認められ、元方事業者が必要な指導を行っていないことが認められたた
め、同条に基づき違反を指摘した。（00174 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 30 条の適用例 

建設業、造船業に課される元方規制について、造船業の仕事も請け負っている製造業の事業場内で作業する
下請事業者の労働災害が発生した場合、その事業場内で作業する下請事業者の労働者にかかるものであれば、
作業を行っていた物が造船業にかかるものであっても、本来の重たる事業による判断となることから監督指導
において、注意を要する場合があります。また、死亡労働災害の場合は、検察や警察に対して法の適用の説明
をすることが難しいことが多々あります。（00204 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 31 条の適用例 

建設現場での足場、開口部からの墜落防止対策が不十分なことにより、事業者へ違反を適用するとともに、
併せて注文者へも違反を適用することが多い。（00107 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 33 条の適用例 



機械貸与契約（いわゆるオペ付きリース）により、多くの建築工事現場で移動式クレーン作業等が行われて
いるところであるが、本条による措置が不十分であるため、災害・事故が発生している状況もみられる。措置
が不十分な例としては、機械貸与を受ける者がリース業者に対して移動式クレーン作業計画を示すなどにより、
法定事項を通知していないことなどである。（00074 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 37 条（ クレーン等安全規則第 3 条第 1 項） 
【クレーン則 3①違反の既遂時期はいつか】 

ある法人が工場に設置するある設備の製品搬送機械としてつり上げ荷重が 7t のテルハを設置する場合におい
て，当該設備設置工事全体の請負業者（元請）からクレーンの設置を請け負った一次下請 X とさらにその下請
（二次下請） Y がいずれも当該クレーンの製造許可を持っていなかった事案です。 

本件は，監督指導時にすでに当該テルハの走行レールがすでに工場内に設置されていたほか，レールに乗せ
られる予定の巻上機も現場に準備されている状態（要するにもうほとんど完成という状態）で，安衛法違反と
して刑事事件も視野に入れるべき状態でした。 

クレーン則 3①では，クレーンを製造しようとする者は，その製造しようとするクレーンについてあらかじめ，
…労働局長の許可を受けなければならない」と規定されています。 

是正勧告のレベルであれば，「許可もないのにほぼ完成の状態まで作っていた」わけですから，「あらかじ
め…許可を受けていない」ことは明らかですから法違反を指摘して何ら問題はないといえます。 

しかし刑事事件とするならば，その犯罪発生時期（既遂時期）は，犯罪事実の一部であり，処罰の対象とな
る行為を特定する上で非常に重要です。 

しかし，「製造しようとする」とはいつの時点をいうのかが何も言われていないのです。 
もし，同条文が「許可のない者は製造してはならない」と規定されているならば，「製造」とは「原材料・

（粗製品）を加工して製品にすること」（新明解国語辞典）をいうことから「製造許可なくクレーンを作った
（完成させた）とき」を既遂時期ととらえて差し支えないとおもわれます（ですので設例の場合ですと，既遂
には達していないという判断になろうかと思います）。 

しかし，クレーン則 3①は「クレーンを製造しようとする者は，…あらかじめ」ですから，既遂時期はもっと
前になってきます（クレーン則 3②の規定から製造許可の制度が，実際に製造されたクレーンの安全を担保する
制度というだけでなく，当該クレーンを製造する製造者が安全な機械を製造できる者であるかどうかをも担保
する制度といえるので妥当だと思われます）。 

「製造しようとする」とは，①「頭の中でクレーンを作ろうと思い描いたとき」でしょうか，②「クレーン
の構造計算を行ったとき」でしょうか，③「設計図を作成したとき」でしょうか，④「製造にかかる契約を締
結したとき」でしょうか，⑤「製造に必要な部材の発注をおこなったとき」でしょうか，⑥「部品の組み立
て・加工がはじまったとき」でしょうか。 

本職は，犯罪として処罰を求めるには，いわゆる「無許可製造」による危険が現実に生じうる状態になった
必要があると考え，現実に製造に取り掛かった⑥の時点をもって製造許可がなければ既遂に達するものと判断
しているが，異動のため結末を見ず，その正しかったのかは不明です。（00071 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 40 条の適用例 

安衛令第 12 条で定める特定機械について、安衛法第 37 条の製造許可を受けずに製造した特定機械、安衛法
第 88 条の設置届等を提出せずに安衛法第 38 条の製造時検査等を受けなかった特定機械（設置届を提出時には
製造時検査等の実施は確認する）、検査証の交付を受けたが性能検査等の未実施により検査証の有効期限が切
れた状態で使用している特定機械等について、適用する。（00196 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 40 条の適用例 



町工場で、労働局等の落成検査を受けずにつり上げ荷重が 10 トンのクレーンを設置し、クレーンのフックに
2.8 トンの表示をして、あたかも検査証が必要ないクレーンと偽装して使用していたものについて、検査証を受
けていない特定機械を使用していたとして書類送検した。（000157 監督官または元監督官） 
 
●労働安全衛生法第 40 条の適用例 

製造業の事業場に於て、荷物用エレベーター（積載荷重 3.0t）をその検査証の有効期間を更新（性能検査を未
受検）せずに使用を継続していたことが判明し適用した。（00130 監督官・技官） 
 
●労働安全衛生法第 44 条の適用例 

私の所属先では、法別表第 3 に揚げられる「ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置の
うち電気的制動方式のもの」について、「登録個別検定機関」として厚生労働大臣の登録を受け、個別検定を
行っている。（00228 元技官） 
 
●労働安全衛生法第 44 条の 2 の適用例 

私の所属先では、法別表第 4 に揚げるもののうち、12 品目について「登録型式検定機関」として厚生労働大
臣の登録を受け、型式検定を行っている。主要な検定品目としては、防爆構造電気機械器具、防じんマスク、
防じんマスク、保護帽、電動ファン付呼吸用保護具がある。（00228 元技官） 
 
●労働安全衛生法第 44 条の 2 第 7 項の適用例 

木材加工業の事業場に設置されているテーブル丸のこ盤に、歯の接触予防装置が設けられていましたが、可
動部が壊れ、事業場の代表者がお手製で直して使っていましたが、型式検定は受けていませんでした。「木材
加工用丸のこ盤並びにその反ぱつ予防装置及び歯の接触予防装置の構造規格」に適合しているかどうかは不明
であったので、型式検定を受けていないという違反も成立していると思われました。しかし、おそらく合格し
ないと思われる型式検定を受けろというのもおかしい気がしたので、その場の判断で、「型式検定合格標章が
附されていないものを使用している」として本項の是正勧告をしました。（番号なし森山 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 45 条の適用例 

プレス機械等災害の発生した機械について、特定自主検査（以下「特自検」という）を実施していない機械
が認められるが、特自検が実施されていないほとんどの機械は定期自主検査（以下「自主検査」という）も実
施されていない。プレス機械等の特自検が必要な機械については本来自主検査を実施したうえで特自検を行っ
ていない場合に特自検の違反が成立しうるものと考えられる。行政的には特自検違反を措置することで両方の
違反を回避できるため、労働安全衛生法第 45 条第 1 項、同法同条第 2 項の条文を併記して指摘を行うか、特自
検のみの違反にて指摘し、是正を求めている。（00170 不明） 
 
●労働安全衛生法第 45 条の適用例 

フォークリフトの年次点検（特定自主検査）が未実施であったため、本条文を適用した。（00130監督官・技
官） 
 
●労働安全衛生法第 53 条の 3 の適用例 

登録性能検査機関となろうとする者は、労働安全衛生法第 53 条の 3 に基づき、登録を受けなければならない
ため、同条に基づく申請がなされる。条文の特徴として、同条は、労働安全衛生法第 46 条等の一部読み替えに
よる準用の規定となっているため、並行して第 46 条等を確認する必要がある。加えて第 46 条は、「第 38 条第
1 項の規定による登録（中略）厚生労働令で定めるところにより」と規定されており、さらに平行して第 38 条



の条文や対象となる厚生労働令（登録省令）を確認しないといけないため、内容を理解するのが非常に難しい
構成となっている。加えて厚生労働省が登録省令を指していることは、容易にわかるものではないため、全体
として、自発的に申請手続について理解するのは困難であると思料する。 
（00147 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 57 条の 3 の適用例 

「職場における化学物質等のあり方に関する検討会」資料 
特別規則対象外物質による典型的な災害事例 

1 ラベル表示・SDS 交付対象物質のリスクアセスメントが未実施であること等による災害事例（法 57 条の 3） 
発生月 概要 程度 
平成 29 年 5 月 1-ブロモプロパンを含む溶剤で治具や製品の洗浄作業をしていたとこ

ろ、体調不良を訴え、急性薬物中毒と診断されたもの。少量生産部門
であったため、防毒マスクの着用や局所排気装置の設置、リスクアセ
スメントが実施されていなかった。 

休業 14 日 
（1 名） 
 

平成 29 年 8 月 飼料の燻蒸作業を行ったところ発生したリン化水素によって気分が悪
くなったもの。リスクアセスメントは実施されていなかった。また、
作業員は防毒マスクをしておらず、換気も不十分であった。 

休業 10 日 
（1 名） 

平成 30 年８月 住宅新築工事現場において、床断熱材の隙間を埋めるため、ポリメチ
レンポリフェニルポリイソシアネート、メチレンビス（ 4, 1－フェニ
レン）＝ジイソシアネートを含有する断熱材をスプレーにて吹き付け
る作業を行っていたところ、中毒を起こしたもの。リスクアセスメン
トは未実施であり、特段のばく露防止対策は講じていなかった。 

休業 1 日 
（1 名） 

（00224 元技官） 
 
●労働安全衛生法第 59 条の適用例 

法 59 条第１項に基づく雇入れ時の安全衛生教育を実施していなかったので、適格に実施するようにアドバイ
スをしました。（00286 技官） 
 
●労働安全衛生法第 59 条の労働安全衛生規則 36 条第 3 項の適用例 
特別教育の必要な作業を列挙。（00177 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 59 条第 3 項（労働安全衛生規則第 36 条、クレーン等安全規則第 21 条・第 222 条） 
【つり上げ荷重 0.5t 未満のクレーンの運転・玉掛にかかる特別教育は必要か】 

安衛則 36 の 15 号ではつり上げ荷重 5t 未満のクレーンの運転について，同 19 号ではつり上げ荷重 1t 未満の
クレーンの玉掛業務についてはそれぞれ特別教育が必要とされているが，同条を根拠とした特別教育規定はあ
りません（安衛則 39 で除外されている）。 

一方，クレーン則 21 および 222 でも同様の規定がされており，クレーン則に基づく特別教育規定が制定され
ています。クレーン則をクレーンに関する安衛則の特別法と考えるならばクレーン則が適用される場合， 一般
法である安衛則の規定は適用にならず，クレーン則に基づく特別教育を行っていれば適法といえるでしょう。 

しかし， クレーン則 2 では，つり上げ荷重 0.5t 未満のクレーンについてはクレーン則の適用を除外すると定
めています。 

そうすると，つり上げ荷重 0.5t 未満のクレーンはクレーンでありながらクレーン則の適用がなくなるが，ク
レーンであることには違いはなく，安衛則 36 では，規則の適用除外はなく，同条に基づく特別教育を実施する



必要があると判断されるところ，同条に基づく特別教育規定がないため特別教育を行いようがありません。 
多くの技官・監督官で，「クレーンに関しては特別法であるクレーン則が一般法である安衛則に優先し，そ

の優先するクレーン則でつり上げ荷重 0.5t 未満のクレーンは法の適用が除外されているのだから特別教育は不
要」という意見を聞きますが，果たして正しいのでしょうか。 

本職は，クレーン則は，「つり上げ荷重 0.5t 未満のクレーンはクレーンではない」と言っているわけではな
く，クレーン則を適用しないと言っているのであり，当該機械もクレーンに他ならないのであれば，特別法の
適用がない場合には一般法が適用になるとの原則により，現時点においては安衛則に基づく特別教育が必要で
ありそのための特別教育規定の整備が必要と考えます（当然，0.5t 未満のクレーンについて規制の必要がない
から安衛則上，特別教育を不要とする改正もありうるでしょう）。（00071 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 61 条の適用例 

電気機械器具の製造を行う事業場において、フォークリフト運転特別教育を修了しているのみで、フォーク
リフト運転技能講習を修了していない労働者に最大荷重が 1 トン以上のフォークリフトの運転業務を行わせて
いたことから、有資格者に当該業務を行わせるよう指導したもの。（00155 不明） 
 
●労働安全衛生法第 61 条の適用例 

事業者 A の代表取締役 B は、法令で定める資格を有しないにも関わらず、最大荷重 1 トン以上のフォークリ
フトを運転したもの。 

労働安全衛生法第 59 条第 3 項の特別教育については、事業者が労働者に対して必要な教育を行うことを義務
付けているのに対し、労働安全衛生法第 61 条第 1 項において「資格を有する者でなければ、当該業務に就かせ
てはならない。」と規定しており、事業主、法人の役員等であっても資格が必要となっている。また、同条第 2
項においては「前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務に就かせてはならな
い。」と規定しており、事業者以外にも義務を課している。 

このことにより、労働安全衛生規則第 36 条で定める業務（特別教育を必要とする業務）と労働安全衛生法施
行令第 20 条（就業制限に係る業務）に大きな差があり、就業制限に係る業務の危険・有害性が高いことを象徴
している。（00206 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 61 条第 2 項の適用例 

産業労働の場において、労働安全衛生法第 61 条第 1 項（労働安全衛生法施行令第 20 条）により定められた
就業制限業務について、次の身分の無資格者が就労していたため、第 61 条第 2 項の違反と取り扱われ、労働基
準監督署から関係者に指導等が行われた。 
(1) 労働者 
(2) 非労働者 

ア 事業の代表者 
イ 代表権のない法人の役員（常務取締役等） 
ウ  個人事業主（一人親方） 

（実務家から見た論点 1） 第 1 項以外の物の意義 
就業制限業務の無資格就労に関して、監督行政機関は事業者に対して第 61 条第 1 項を適用して指導、行政

処分等を行うケースが圧倒的に多いが、中には事業者の指揮監督権が及びに状況下で無資格就労が行われる
ケースもある。労働者が事業者の知らないところで無資格就労している場合、無資格就労の主体が一人親方
である場合などである。このような場合には第 61 条第 2 項の規制を適用して処理することとなるので、同項
の規定は重要な意義をもつと考える。 

（実務家から見た論点 2） 第 1 項の禁止は事業主にも向けられているか 



労働安全衛生法第 61 条第 1 項は｢事業者は、・・・（略）・・・、当該業務に就かせてはならない。｣ろあ
り、｢～させてはならない｣類型の禁止規定である。この禁止の対象が労働者のみではなく、事業主自身にも
及ぶのかどうかについて、及ぶとする説、及ばないとする説とに解釈が分かれている。事業主自身が制限業
務に無資格就労した行為の擬律として、及ばないと解した場合は、第 1 項の違反に比べて法定刑の軽い第 2 項
で処断するしかない。及ぶと解釈した場合は事業主自身の違反であるので問題なく第 1 項違反として処理で
きる。略式ではあるが、起訴例においても第 1 項か第 2 項か、適用の判断が割れている。（00268 元監督官） 

 
●労働安全衛生法第 61 条の適用例 

労働安全衛生法第 61 条 2 項は、法定の就業制限業務について何人も無資格での就労をしないよう禁止してお
り、事業主も本条の適用を受けるところ、事業主自ら建設工事現場などで就業制限業務に従事している際には、
その資格取得状況をよく注意する必要がある。（00074 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 61 条の適用例 

無資格運転（免許、技能講習）。（00167 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 61 条第 2 項の適用例 
（関連：労働安全衛生法施行令第 20 条、労働安全衛生規則第 41 条・別表第 3） 

機体重量 3ｔのクレーン使用のドラグ・ショベルをクレーン仕様に切り替えず、技能講習を修了していない労
働者が、ドラグ・ショベルを用いた堀削作業に従事していたもの又はクレーン仕様に切り替え、つり上げ荷重
2.5ｔの移動式クレーンとして使用する場合に、技能講習を修了していない労働者が発電機を吊り上げてトラッ
クの荷台に移動させる作業に従事していたもの。（00007 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 61 条（労働安全衛生法施行令第 20 条）の適用例 

就業制限業務を列挙。安衛則第 41 条は、日常的に参照することが少ない。（00177 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 65 条の 2（作業環境測定の結果の評価等）、第 66 条の 5 （健康診断実施後の措置）、特化

則 36 条の 5 （特定有機溶剤混合物に係る測定等）、第 41 条の 2（特定有機溶剤混合物に係る健康診断）、粉
じん則第 26 条の 3 評価の結果に基づく措置（他にじん肺法等の関係条文あり）の適用例 
東北地方の大手ガラス製造業系列企業の事業場においては、特定の特別有機溶剤及び特定粉じん作業につい

て、作業環境測定評価結果第 1 管理区分、特殊健康診断・じん肺健康診断結果有所見者なし、呼吸用保護具着
用等衛生管理に問題がないと評価しているが、長期的な健康障害に係り有害性あり、取扱量が多く移動の多い
作業携帯であることから、個人ばく露測定を行い、産衛学会のガイドラインに基づく一定（6 段階評価中 3 番
目）の良評価等であったものについて、具体的な改善措置を取っている。条文では、作業環境測定（評価）、
特殊健康診断等の結果等が悪かった場合の措置が定められ、その中には、個人ばく露測定に係る措置は明記さ
れていないが、がん、じん肺等の長期的な健康影響のリスクを下げる観点から、ここまで行われているものと
思われる。 
※上記 2 例は、中央労働災害防止協会編集・発行｢第 79 回全国産業安全衛生大会研究発表集（令和 2 年度）の
発表原稿をもとに、本回答がまとめたものである。（00222 元監督官・元技官） 
 
●労働安全衛生法第 66 条の 10 の適用例 

ストレスチェック制度 
・心理的な負担の程度を把握するための検査（ストレスチェック）制度の法規則、実施事項、実施マニュアル
の紐づけが複雑で理解困難である。 



・平成 27 年 12 月義務化以降、5 年経過し、簡易調査票の問診事項が同一であり、マンネリが生じているため実
施結果の収集方法の見直し等が必要。（安易に受検する者も少なからずある状況） （00059 技官） 
 
●労働安全衛生法第 75 条の 2 、第 75 条の 3 、第 75 条の 4 、第 75 条の 5、第 75 条の 6、第 75 条の 7、第 75
条の 8、第 83 条の 2、第 83 条の 3、第 85 条の 2、第 85 条の 3、作業環境測定法第 20 条、第 21 条、第 22 条、
第 23 条、第 24 条、第 25 条、第 26 条、第 32 条の 2 の適用例 

公益財団法人安全衛生技術試験協会（以下｢試験協会｣という。）は、ボイラー技士、クレーン・デリック運
転士、衛生管理者等免許試験、作業環境測定士試験、労働安全・労働衛生コンサルタント試験の実施に関する
事業及び作業環境測定士及び労働安全・労働衛生コンサルタント試験の登録に関する事業を、国に代わって行
う唯一の指定試験機関・指定登録機関としての指定それに伴う役員の選任、試験事務規定及び事業計画の認可
を受け、また、免許試験員の選任の届出など行い、安全衛生を推進する人材、なかでも危険有害な業務や安全
衛生のための指導的立場に立つ業務に携わる人材を質及び量ともに確保していくことにより、我が国の安全衛
生水準の向上を図るため、公正、安定的かつ効率的な試験事業の実施に努めている。（00222 元監督官・元技
官） 
 
●労働安全衛生法第 76 条、第 77 条の適用例 

三重労働局登録教習機関。（00259 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 88 条の適用例 
・足場の設置届について、当該工事の開始の日の 30 日前までに届け出ていない。 
・高さ 31 メートル以上の建物の計画届を開始の 14 日前までに届け出ていない。 
（00027 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 100 条第 1 項の適用例※１（労働安全衛生法第 27 条の適用例で参照） 
（関連：労働安全衛生規則第 97 条第１項） 

４日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者私傷病報告書を提出しなかったもの。
（00072 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 101 条の適用例 

行政機関から送付された通達等については、職場のイントラネットに掲載するなどして周知を図っている。
（00228 元技官） 
 
●労働安全衛生法第 103 条の適用例 

「登録個別検定機関」「登録型式検定機関」として、総務部が中心となって、関係書類の整備、保管を行っ
ている。 （00228 元技官） 
 
●労働安全衛生法第 115 条の適用例 

天然ガスの採掘を行っている事業場において、爆発事故により労働者が被災した際、災害発生の原因として
安全管理上の問題があった。 

労働安全衛生法に照らすと法違反があったが、当該事業場は鉱山に指定されていたため、法第 115 条により
安衛法が適用されず、鉱山保安法が適用されることとなり、経済産業省の産業保安監督部が鉱山保安法違反容
疑で捜査・送致を行った。 

なお、労働者死傷病報告は所轄労働基準監督署に提出された。（00082 監督官） 



 
●回答可能な事案なし。 

なお、【省令関係】で回答の安衛法 59 条３項「特別教育」違反、同 61 条 1 項・2 項「就業制限」違反につい
ては、構成要件の一部が省令で規定されているものであるから、「本法関係」にも該当し得ると考える。
（00057 監督官） 
 
【質問 1 に対する回答－省令関係】 
●主に労働安全衛生法第 14 条に紐づく労働安全衛生規則第 18 条の適用例 

労働安全衛生法第 14 条では作業主任者に労働者の指揮その他の省令で定める事項を行わせなければならない
と定めているが、これは作業主任者の職務であると考えられ、労働安全衛生規則第 18 条の作業主任者の氏名等
の周知義務は、労働安全衛生法第 14 条では何ら触れていないため、労働安全衛生規則第 18 条は、労働安全衛
生法第 14 条と関連はあるが、根拠条文とまでは言えないと考えられる。（00186 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 14 条に紐づく石綿障害予防規則第 19 条の適用例 
 石綿を含有する配管の保温材の除去作業を行うにあたって、有資格者の中から石綿作業主任者が選任されて
いなかったことから、資格を有する者の中から当該作業主任者を選任するよう指導したもの。 
 なお、当該現場では、平成 18 年 4 月 1 日以降に特定化学物質作業主任者技能講習を修了した者が石綿作業主
任者として選任されていた。（000155 不明） 
 
●主に労働安全衛生法第 14 条に紐づく労働安全衛生規則第 129 条の適用例 

木材加工用機械（丸のこ、帯のこ等）で手をケガした件につき、本来機械を使う立場にない労働者が被災し
ており、作業を直接指揮するはずの作業主任者が選任されていない状況で労働者が勝手に使用していた為に被
災したことから、同法を適用した。（機械は 5 台以上所有していた）（00130 監督官・技官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 17 条の適用例 

生コンクリート製造会社工場内にて、ミキサーの運転を停止させ、被災者ほか１名をしてミキサーないの清
掃作業を行わせるにあたり、ミキサー内に設けられた羽根が回転し労働者に危険を及ぼすおそれがあったのに、
ミキサーの起動装置であるプラント動力盤に鍵をかけ、あるいは同動力盤にもうけらえている表示板を裏返し
して注意喚起させる等の措置を講じないまま、同清掃作業を行わせ、もって機械、器具その他の設備による危
険防止のための必要な措置を講じなかった。（00097 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 27 条の適用例 
（関連：労働安全衛生法第 42 条、法別表第 2 第 10 号、木材加工用丸のこ盤等構造規格第 30 条） 

携帯用丸のこ歯部の可動式の覆いに木片を噛ませて固定（無効化）していたため、ばねが利かなくなり、木
片を外しても可動式の覆いが切断に必要な部分以外の部分を覆うことが出来ず、構造規格を満たしていないも
のを使用していたもの。（00007 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 27 条に紐づく労働安全衛生規則第 137 条の適用例 
工場内の木工作業を行うに当たり、労働者が使用する木材加工用丸のこ盤に歯の接触予防装置を設けなかった。
（00072 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 27 条、第 28 条の適用例 
つり上げ荷重が 1 トンのクレーンについて、クレーン構造規格で定めるフックの外れ止め装置を確認したとこ



ろ、クレーン A の外れ止め装置はバネが壊れて無効になっており、クレーン B の外れ止め装置は取れてなくな
っていた。このとき、クレーン A について労働安全衛生規則第 28 条の違反、クレーン B について労働安全衛生
規則第 27 条の違反を指摘した。（00082 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条第 1 号、同法第 27 条第 1 項に紐づく労働安全衛生規則第 131 条第 2 項、第 3 項
の適用例 
（1）事案概要 

ある工場において、労働者に動力プレス機械（いわゆる安全プレス）※を使用して金具の穴あけ加工作業
を行わせるに当たり、同プレス機械には両手捜査式起動スイッチが取り付けられていた。同プレス機械には
操作の切替えキースイッチが設けられていて、同スイチをフート操作に切り替えが場合には、両手操作式起
動スイッチが作動せず労働者の安全が確保出来なくなるので、同プレス機械の停止性能に応じた性能を有す
る光線式の安全装置を労働者に使用させる等の必要な措置を講じなければならないのに、これを行わずに同
作業を行わせ、機械、器具その他の設備による危険を防止するため必要な措置を講じられていなかった。 

※労働安全衛生規則第 131 条第 1 項ただし書において｢スライド又は刃物による危険を防止するための機構
を有するプレス等については、この限りではない｣としている。本件プレスは、本来この｢スライドによる危
険防止するための機構を有するプレス｣として製造されたいわゆる｢安全プレス｣であり、両手操作式起動スイ
ッチを使用し、もしくは光線式安全装置が有効な状態で無いとスライドが作動しない構造となっていた。し
かしながら、本件プレスは、災害発生日、両手操作式起動スイッチを使用せずフートスイッチで起動さえて
いたので光線式安全装置により身体の一部が危険限界内に入った場合にはプレス機械が停止しなければなら
ないのにもかかわらず、光線式安全装置が作動せずにスライドが動いていた。これは、本件プレスの電気回
路を短絡させることにより、光線式安全装置が無効な状態でも、フートスイッチの操作でスライドを作動さ
せることができるようにしていたものであった。（本件プレスは中古品であり、元々、誰が短絡させたかは
特定できなかった）。よって、本件プレスは、｢スライドによる危険防止するための機械を有するプレス｣と
いうことはできないものであった。 

（2）運用した条文 
労働安全衛生規則第 131 条第 1 項の措置に講じていない場合であっても、同第 2 項に規定する｢作業の性質

上、前項の規定によることが困難なとき｣に該当すれば､｢当該プレス等を用いて作業を行う労働者の安全を確
保するため、安全装置を取り付け｣れば、違法な状態とはならない。本件については、解釈例規にある多品種
少量生産の場合、形状の複雑な材料を加工する場合等に該当するため、｢作業の性質上、前項の規定によるこ
とが困難なとき｣に該当し、両手操作式起動スイッチを備え、光線式安全装置を具備したものであったが、両
手操作式起動スイッチは使用せず、さらに光線式安全装置の電気回路は短絡され、無効な状態となっており、
労働者の安全を確保するための安全装置がない状態であった。 

また、行政通達（昭和 53 年 2 月 10 日付け基発第 78 号）によると、同規則第 131 条第 2 項の｢安全装置を
取り付ける等必要な措置｣には、①片手では専用の手工具が使用され、かつ、他方の手に対して囲い等が設け
られていることや②専用の手工具が両手で保持され、材料の送給又は製品の取り出しが行われることが含ま
れるが、本件作業中には、これらに該当する安全装置は一切講じられていなかったので、安全装置を取り付
ける等必要な措置が講じられていないことは明らかであった。よって労働安全衛生規則第 131 条第 2 項及び
第 3 項を適用した。 

（3）競合する条文 
安全プレスに関わる構造規格を具備しない動力プレス機械を使用したという点で、労働安全衛生規則第 27

条の適用も検討した。本件に関しては、動力プレス機械構造規格第 5 章に定める規格を具備しないことから、
労働安全衛生規則第 131 条第 1 項但し書きの安全プレスに該当しなくなるが、同条第 2 項の措置を講じてい
れば、労働者の安全が確保されるため、同規則第 27 条違反については適用しなかった。（00063 監督官） 



 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 28 条の適用例 
・丸のこ盤の歯の接触予防装置が有効な状態で使用されるようそれらの点検及び整備を行っていないこと。 
・プレスの光線式安全装置について、有効な状態で使用されるよう、それらの点検及び整備を行っていないこ

と。 
・安全装置は設けられており、簡単な整備で有効に使用することができるが、現状では有効でない状態の時に

適用する。 
（00027 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 28 条の適用例 

携帯用丸のこの刀部の移動覆いを木片により、歯部を覆わない状態で固定して使用し、安全装置を無効にし
ているのに点検、整備をせずに使用していたもの。（00007 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 28 条の適用例 
・木造建築現場、木製製品製造の事業場などにおいて、携帯式丸のこ盤の歯の接触防止装置を、木片や紐で固

定するなどして無効化している例が見られる。 
・製造業などの事業場において、天井クレーンのフックの外れ止めが破損して無効となっている例が見られる。 
・作業効率を優先し、機械のインターロックや光線式安全装置を無効化していることがある。 

本条は、点検及び整備の義務を使用者に課しているものではあるが、機械の安全装置の点検・整備を行うと
いう観点が希薄な事業場では、上記のような状況が認められることがある。（00074 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 101 条の適用例 

労働安全衛生規則第 101 条第 1 項は、「機械の……プーリー……等の労働者に危険を及ぼすおそれがある部
分には、覆い、囲い、スリープ、踏切橋等を設けなければならない」と規定されているため、金属製円柱製造
のためのロールベンダーに身体の一部が巻き込まれる災害が発生した事案に対して、当該条文を適用させて違
反を指摘したがロールベンダーについては、構造上、安全な覆いを設けることができないため、巻き込み側と
反転する補助ロール、ロープ式緊急停止装置等を設置したことをもって、法令違反が是正されたものと判断し、
完結させている例 。構成要件上、違反が是正されていなくも、指導を完結させている例。（00040 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 101 条の適用例 
・印刷機のプーリーで労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に囲いを設けていない。 
・ベルトコンベヤーの端の回転軸、プーリーに囲いを設けていない。 
・ボール盤の回転軸の止め具に埋頭型のものを使用していない。 
・機械一般で、はさまれ・まきこまれのおそれのある構造で、労働者が通行する近づくなど危険を及ぼすおそ

れがある時に適用。（00027 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 101 条の適用例 

加工機械の動力伝導部に設けられたプーリー及びベルトに取り付けられた覆いが破損して外れたにもかかわ
らず、そのまま使用していたため、覆いを設けなかったとして是正勧告を行なった。（00121 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 101 条の適用例 

工場床面に対し、水平に高速回転するシャフトについて、囲い等が設置されていない状況下において、床面
の雑巾がけをしていた労働者の作業服が巻き込まれ、その結果、両前腕を切断する労働災害が発生したもの。



司法事件として立件装置した。災害後、シャフトに対し、囲いが完全に設置された。（00077 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 101 条の適用例 

一般機械器具製造業の工場において、機械の回転軸、歯車、プーリー、ベルト等について労働者に危険を及
ぼすおそれがあったにもかかわらず、覆い等を設けていなかったもの。（00212 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 107 条の適用例 
事案Ⅱ 木材加工事業場において、木材加工用機械の清掃中に可動部に手指が接触した事案 
1 事案概要 

木材加工事業場において、被災者（所属労働者）は木材加工用機械を用いて木材を加工する作業を行ってい
た。作業中、木材加工用機械に木屑が溜まったため木屑を手で払い落そうとしたところ、誤って指が木材加工
用機械の可働部に接触し負傷した。 
２ 適用の要旨 

木材加工機械の刃部以外の箇所の掃除を行う場合に、接触による危険があるにもかかわらず、その運転を停
止しなかったため、安衛法第 20 条第 1 号（安衛則第 107 条第 1 項）違反を是正勧告した。（00122 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 107 条の適用例 

コンクリートミキサーの中で、ミキサー内の掃除を行っていた作業員 3 名がミキサーの起動スイッチを別の
作業員が押したため、ミキサーに巻き込まれ死亡した。ミキサーの起動スイッチには、第三者が起動スイッチ
を操作することを防止するための表示板を取り付ける等の措置は講じられていなかった。（00024 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 107 条の適用例 

枯紙圧縮装置の中に入った労働者が、装置内の圧縮機を起動させる光線を身体で遮断したため、圧縮機が起
動し、胴体を切断。死亡したもの。事故原因は圧縮装置の起動を停止する安全装置の故障によるもの。（圧縮
装置内への入口の扉が「開」の状態では、圧縮装置の起動は停止状態となるものであった） （00024 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 107 条の適用例 

機械の修理作業を行う場合において、体がまきこまれるおそれがあったにもかかわらず、当該機械の運転を
停止していなかったことが認められたため同法（同規則）に基づき違反を指摘した。（00174 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 107 条 1 項の適用例（34） 
［違反条文内容］掃除等の場合の運転停止等 
［業種］ゴム製品製造業 
［あらまし］押出機の運転停止措置をとらずに掃除業務に従事させ，右腕を巻き込まれ切断【公表】（00057監
督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 107 条の適用例 

紡糸機において、帯状に束ねた繊維を引き延ばすロールに繊維が巻き付いたため、除去するためロールを稼
働させたまま手工具を使い切断していたところ、繊維とロールの間に手工具が巻き取られ、ゴム手袋をはめて
いた左腕が巻き込まれた。 

巻き付き措置（繊維の除去）は機械の調整の作業に該当、機械を運転したままの状態で巻き付き措置を実施、
1 項を適用。（00173 技官） 
 



●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 107 条の適用例 
印刷機の調整作業を行う際、当該機の運転を停止することなく作業を行ったため、指がはさまる労働災害が

発生、本条文を適用した。（00130 監督官・技官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 107 条の適用例 

食料品製造業において、労働者Ａが混合機の修理作業を行うにあたり、危険を及ぼすおそれがあったにも関
わらず、事業者が機械の運転を停止せずに修理作業を行わせたことから、腕を巻き込まれて被災するという労
働災害が発したもの。 

また、労働者Ｂが混合機の修理作業を行っていたが、事業者は、起動装置に表示板を取り付ける等、労働者
Ｂ以外の労働者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じていなかったことから、労働者Ｃが誤
って混合機を起動させてしまい、労働者Ｂが混合機に巻き込まれ被災するという労働災害が発生したもの。 
（00212 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 107 条第 1 項の適用例 

被災者は、車両系建設機械の洗車を行うため、バケットとアームを使って左の履帯を浮かせ、金具を運転席
のペダルにかませ、履帯を動かしたままの状態で、運転席から離れて履帯の清掃を行っていた。履帯の内側に
挟まっていたものを取り除こうとしたところ、手が履帯内側に挟まれて負傷した。機械の運転を停止せずに掃
除を行っていたことが判明したので、本条違反とした。（00180 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 107 条の適用例 

印刷機の調整作業を行う際、当該機の運転を停止することなく作業を行ったため、指がはさまる労働災害が
発生、本条文を適用した。（00130 監督官・技官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 107 条の適用例 

機械を停止せずに掃除等を行い、機械に巻き込まれる（労働災害が多い）。（00005 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 108 条第 1 項の適用例 

被災者は、コンバインの清掃作業を、エンジンをかけた状態で行っていた。回転するわらカッターにわらが
挟まっていたので、手で取ろうとしたところ、カッターに巻き込まれて負傷した。機械の運転を停止せずに機
械の刃部の掃除を行っていたことが判明したので、本条違反とした。（00180 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 108 条の 2 の適用例（議論になった例） 
 冷蔵倉庫内で、自動で開いた自動ドア（冷凍庫のドアなので重く、動力も強い）の戸板の先に労働者がおり、
近くにあった柱と戸板との間に挟まれて死亡しました。私は、その戸板の端をスクロール端として、第 108 条
の 2 の適用があると考えましたが、「自動ドアは機械ではないのでは」という意見もあり、結局うやむやに…。
当然自動ドアは機械であり適用はあるはずですが、一般基準（安衛則第 2 編第 1 章第 1 節）の適用が、機械安
全の専門性のない監督官にとっては難しいのだなとおもったエピソードです。（番号なし森山 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 111 条の適用例 

ボール盤を使用して金属に穴を開ける作業を行っていた労働者がドリルに着用していた軍手が巻き込まれ腕
を切断。ショックにより死亡した。（00024 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 123 条の適用例 



木工機械を起因物とする労働災害に係る災害時指導に於て、歯の接触予防装置の未装備が判明したため適用
した。（使用停止命令違反）（00130 監督官・技官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 123 条の適用例 
・木製製品を製造する事業場において、「木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置があると送剤の加工ができ
ない。」として、取り外している例が見られる。 

現状、本条の丸のこ盤の歯の接触防止装置としては、丸のこ歯の上部にプラスチック製のカバーを備え付け
たものが主であり、建具など正確な寸法により木材加工の必要のある事業場においては、作業の邪魔であるこ
とを理由に取り外れてしまっている例が見られる。（00074 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 131 条の適用例 

フリクションプレスで金物の穴あけ作業を行っていたところ、同プレス機械には光線式安全装置が具備され
ていたが、光線式安全装置の機能を切り、足踏み操作（フートスイッチ）でプレスを操作していたところ、材
料供給時にタイミングを誤ってフートスイッチを踏み込み、結果、プレス機械の金型間に右手指を挟まれ、被
災した事案。同事業場では、本災害と近接した日時にも同様にプレス機械による挟まれ災害が発生していたこ
とから、安衛法違反として送検したもの。（00077 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 147 条の適用例 

射出成形機等による危険の防止に関する条文であるが、コンクリートブロック成型機について適用し、送検
したことがある。コンクリートブロック成型機が射出成形機等に含まれるか否かが、検察官の懸念するところ
であった。安衛法施行時の解釈通達に、射出成形機等の範囲を示したものがあり、およそ、動力によって加工
用の装置を往復させて加圧、打抜きなどするものでプレスに該当しないもの全てが該当するとしている。あま
りにも範囲を広げていて、事業者において本条文の適用は範囲を想定しにくくなっている。（00284元監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 150 の４条の適用例 
※産業用ロボットに接触することによる災害 
 産業用ロボットについて、ロボットに向かう通路には安全柵が設けられており、安全策を開けるとロボット
が停止する構造であった。しかしながら、安全柵の周囲からもロボットの可動範囲に立ち入ることができた。 

災害は、作業者がロボットのアーム部分と、積み重ねられたパレットの間に首部を挟まれていた。発生状況
は一人作業のため推定であるが、産業用ロボットが稼働中又は非常停止中に、作業者がロボットの可動範囲内
に確認のため安全柵の周囲から立ち入ったところ、ロボットが稼働し、作業者に激突する災害が発生した。 

↓ 
本作業は産業用ロボットが停止後の災害か稼働中の災害が判然としなかったため、産業用ロボットに柵また

は囲いを設ける等の措置が行われていなかったとして、安衛則第 150 条の 5 ではなく、第 150 条の 4 で措置し
た。 
・「さく又は囲い」の範囲、性能、材質、表示等についてどこまで求められるか 
・「運転の場合」について、稼働中に非常停止した場合は「運転の場合」含まれるか。 
・柵は設けられていたが、開閉時にロボットの電源が遮断する構造である必要があるか。 
（000157 監督官または元監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 151 条の 11 の適用例 
（産業界のあらゆる状況に対応した具体的規制のありかたの難しさを示す実例） 



いわゆるコンクリートミキサー車の運転手が配送先の待ち時間に運転席を降りた際に、当該車が逸走したこ
とによる死亡労働災害を契機として同条違反で立件したものについて、「原動機を止め、かつ、停止の常態を
保持するためのブレーキを確実にかける等～措置を講ずること」の前段措置が一般的に事実上困難であること
により不起訴となったもの。 
 コンクリートミキサー車や小型移動式クレーン搭載トラック等、付設する装置を当該自動車のエンジンで駆
動するものは装置稼働中には原動機を停止することはできないので運転手は運転席を離れることはできない。
このため、自動車運転手以外の助手等を配置しない限り、運転席から離れてミキサーのホッパー操作やクレー
ン操作ができないことになり、このようなものに複数配置している例は一般的にはない。ちなみに、道路交通
法においては、運転者の遵守事項を定めた第 71 条第 5 号は「車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全
にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること」となっており「かつ」の
規定はない。（000236 元監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 151 条の 13 の適用例（27） 
［違反条文内容］車両系荷役運搬機械等（不整地運搬車及び貨物自動車を除く。）の搭乗の制限 
［業種］畜産業 
［あらまし］フォークリフトの乗車席以外に搭乗した労働者が墜落したもの【公表】 
（000057 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 151 条の 14 条の適用例 

建設現場において、ドラグショベル（移動式クレーンモード搭載）で、クレーンモードを有効にしないまま、
バケットを使用して荷のつり上げを行っており、用途外使用の禁止を定める当該条文に抵触したもの。（00089
監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 151 条の 31 の適用例（39） 
［違反条文内容］車両系荷役運搬機械等作業の際の作業計画 
［業種］機械（精密機械を除く）器具製造業 
［あらまし］【公表】フォークリフト作業を行うに当たり，あらかじめ作業計画を定めなかったもの 
（00057 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 151 条の 71 の適用例（18） 
［違反条文内容］車両系荷役運搬機械等を用いる作業時の接触の防止 
［業種］印刷業 
［あらまし］フォークリフトとの接触による死亡災害。接触防止のための立ち入り禁止措置。【公表】（00057
監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 151 条の 78 の適用例 

被災者は、砂を運搬するコンベヤーのベルトが蛇行していたため、機械を運転させたまま、工具を使って調
整作業を行っていたところ、手がコンベヤーのベルトと回転軸の間に巻き込まれて負傷した。被災者とコンベ
ヤーをはさんで反対側にいた労働者が、被災者がコンベヤーに巻き込まれたことに気づいたが、非常停止装置
が設置されておらず、機械の元電源を切って機械を停止させた。コンベヤーに非常停止装置を備えていないこ
とが判明したので、本条違反とした。（00180 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 151 の 3 条の適用例 



フォークリフトの作業計画を作成していない。（00005 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 151 条の 73 第 1 項の適用例（19） 
［違反条文内容］荷台にあおりのある貨物自動車を走行させる場合の荷台への乗車制限等 
［業種］その他の廃棄物処理業 
［あらまし］貨物自動車のあおりを閉じずに労働者を荷台に乗車させ、当該労働者が転落【公表】（00057 監
督官） 
 

●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 155 条第 1 項の適用例（37） 
［違反条文内容］車両系建設機械作業の際の作業計画 
［業種］その他の建設業－その他 
［あらまし］【公表】車両系建設機械を用いた作業に係る作業計画の未（00057 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 157 条の 87 の適用例 

労働安全衛生法第 20 条では、事業者に機械、器具その他の設備による危険等を防止するため必要な措置を講
じるよう義務を課しており、より具体的な義務は労働安全衛生規則により膨大に定められている。この一例と
して、労働安全衛生法第 20 条に基づく労働安全衛生規則第 151 条の 87 の規定により、車両系木材伐出機械を
使用する事業者は、当該機械について、運転者席に防護柵｢等｣を備えなくてはならない、と規定しているが、
当該条文の要件を満たすためにどのようなものが｢防護柵｣として認められるかについては、行政解釈にゆだね
られている。上記のとおり、条文の特徴として、労働安全衛生法の規定が非常に抽象的であり、具体な措置義
務は労働安全衛生規則の条文によることとあるうえ、さらに同規則においても、の定義が行政解釈にある程度
ゆだねられていることから、実質、刑罰法規の適用の有無を行政解釈にゆだねている側面を有しているもので
ある（これは法令の内容・性質上やむをえないことであると考える）（00147 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 151 条の 78、第 151 条の 82 の適用例 

繰り返し（司法） 
ベルトコンベアの清掃、調整後に試運転を行ったところ、被災者が持っていたタオルでモータープーリーの

水分を拭き取ろうとして巻き込まれた。（00160 技官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 164 条の適用例 
・道路建設工事現場などにおいて、クレーン機能付きドラグショベルを使用して荷のつり上げ（側溝ブロック
の設置作業や転圧機等機械の積み込み・積み下ろし作業など）をしているにもかかわらず、クレーンモードに
切り替えておらず、結果、ドラグショベルの用途外使用になっている例が見られる。堀削作業の延長でクレー
ン作業をする場合、作業者の意思が希薄になりがちになると思われる。（00074 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 164 条の適用例 

機体重量 3ｔのクレーン仕様のドラグ・ショベルをクレーン仕様に切り替えずに、バケットの爪にワイヤーロ
ープをひっかけて発電機を吊り上げてトラックの荷台に移動させていたもの。（00007 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 164 条 1 項の適用例（23） 
［違反条文内容］車両系建設機械の主たる用途以外の使用の制限 
［業種］その他の建築工事業 



［あらまし］解体用機械（コンクリート圧砕機）の用途外使用（二次下請を派遣法で適用）【公表】（00057監
督官） 
 

●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 194 条の 9 の適用例 
高所作業車を用いた作業を行わせるに際し、作業計画を定めなかったもの。（00055 監督官） 

 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 256 条 1 項の適用例（28） 
［違反条文内容］危険物を製造する場合等の措置 
［業種］ねじ等製造業 
［あらまし］引火性の物をみだりに火気に接近させたもの【公表】（00057 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 274 条の適用例 

被疑者株式会社は化学工業製品製造業を営む事業者、被疑者は同社の工場長として化学工業製品製造部門を
統括し、労働者の安全管理を行うものであるが、被疑者は同社の業務に関し、同工場において、労働者に製造
作業を行わせるに当たり、爆発または火災を防止するため、同設備の冷却装置、加熱装置及び攪拌装置の操作
並びに異常な事態が発生した場合における応急の措置等に関する必要な規程を定めないで同作業を行わせ、も
って爆発性の物、引火性の物等による危険を防止するための必要な措置を講じなかったものである。（00166監
督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 563 条の適用例 

足場の墜落防止や物体落下防止で違反を適用することが多い。（00107 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 563 条の適用例 

労働安全衛生規則第 563 条第 1 項第 3 号ロで、わく組足場以外の足場においては、中桟等を設置する義務が
設けられているものの、条文の冒頭において（一側足場を除く。第 3 号において同じ）との記載があることか
ら、悪質な業者が敷地に十分な余裕があるにもかかわらず、この法令の適用を逃れるため、本足場ではなく、
あえて中桟を抜いた一側足場を設置していたもの。しかしながら、設置された足場の全てのスパンを一側足場
としていなかったことから、一側足場となっていないスパンを捉えて、違反を適用させたもの。 

これを積極的に適用させるよう推し進めると、あえて、より危険な足場を選択する業者が発生し、違反を逃
れると思料されるもの。（00040 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 563 条の適用例 

本足場の墜落防止措置の不備。手前欠落等。幅木、下さんがない。（物体落下防止措置の不備） （00167 監
督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく有機溶剤中毒予防規則第 5 条の適用例 

第一種、第二種有機溶剤収抜作業場に局排が未設置であること。（00167 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づくクレーン等安全規則第 66 の 2 第 1 項第 1 号条の適用例 

株式会社 A は、愛知県一宮市に本店を置き、木造建築工事業を営み、同県同市新築工事を施工する事業者、B
は、同現場の現場代理人として、その施工及び労働者の安全を管理するものであるが、B は、同会社の業務に関
し、平成 19 年、同工事現場において、労働者 C らをして、つり上げ荷重が 4.9 トンの移動式クレーンを用いて
作業を行わせるにあたり、同クレーンの転倒による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、移動式クレー



ンによる作業の方法、移動式クレーンの転倒を防止するための方法を定めなければならないのに、これを定め
ずに同作業を行わせ、もって、機械等による危険を防止するための必要な措置を講じなかったものである。
（00054 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づくクレーン等安全規則第 66 の 2 条の適用例 

作業計画の未完成（司法）。トラック荷台の荷上で玉掛け作業を行っていた被災者が地上に墜落した。
（00160 技官） 
 
●主に労働安全衛生法第 21 条に紐づく労働安全衛生規則第 151 条の 70 条の適用例 

住宅解体工事現場において、庭石（重さ 3 トン）を撤去するにあたり、バックホウを用いて貨物自動車に積
み込む作業中に、庭石が崩れて近くに立っていた貨物自動車運転手に庭石が激突した。この作業を行わせるに
際し、当該作業を指揮するものを定めていなかった。（00157 監督官または元監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 21 条に紐づく労働安全衛生規則第 361 条の適用例 

下水道工事のため溝掘削（明かり掘削）を行っていた際に、掘削箇所について地山崩壊が発生したが、土止
め支保土を設けていなかったために是正勧告を行なった。（00121 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 21 条に紐づく労働安全衛生規則第 380 条の適用例 

ずい道等の掘削の作業を行うときには、あらかじめ調査により知りえたところに適応する施工計画を定め、
かつ当該施工計画により作業を行わなければならない（380 条）が、施工計画が観察、点検、測定等により知り
得た地山の状態に適応しなくなったときは、当該計画を当該地山の状態に適応するよう変更し、変更した施工
計画によって作業を行わなければならない（383 条）とされている。施工計画を変更しなかったとして 383 条違
反で立件の構えであったが、検討の結果、383 条は「地山の状態に適応しなくなったとき」に限定されるもので
あり、380 条の施工計画に従わずに工事を進めた場合を想定していないと判断され、383 条違反ではなく、380
条違反で送検したという例あり。 

「地山の状態に適応しなくなったとき」をどのように判断するか見解の割れた事案であったと記憶している。
（00076 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 21 条第 1 項に紐づく労働安全衛生規則第 384 条の適用例（32） 
［違反条文内容］ずい道等の建設の作業における落盤等による危険の防止 
［業種］その他の土木工事業 
［あらまし］【公表】ずい道内での落盤等による危険防止措置義務違反（00057 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 21 条に紐づく労働安全衛生規則第 477 条の適用例 

労働者に立木を伐倒する作業を行わせる際に、退避する場所をあらかじめ定めていなかったもの。（00055監
督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 21 条第 1 項に紐づく労働安全衛生規則第 477 条第 1 項の適用例 

立木を伐倒させる際、労働者にあらかじめ退避する場所を決めさせていなかったもの。 
（00072 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 21 条第 1 項に紐づく労働安全衛生規則第 479 条第 1 項の適用例（4） 
［違反条文内容］伐倒の合図 



［業種］その他の林業 
［あらまし］伐木作業中に落下した伐倒木に激突された死亡災害【公表】（00057 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 21 条第 1 項に紐づく労働安全衛生規則第 484 条 1 項の適用例（5） 
［違反条文内容］造林等作業時における保護帽の着用 
［業種］木材伐出業 
［あらまし］チェーンソーでの伐木作業において保護帽未着用及び特別教育を実施しなかった【公表】（00057
監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 21 条 1 項に紐づく労働安全衛生規則第 518 条の適用例 

高さ 2 メートル以上の箇所で作業を行うに際し、作業床がなく墜落により労働者に危険を及ぼすおそれ認め
られたため、同条（同規則）に基づき違反を指摘した。（00174 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 21 条に紐づく労働安全衛生規則第 518 条の適用例 

トラックの荷台に積まれた廃材にシートをかけるため、荷台の廃材の上に上り、シートを一部広げていたと
ころ、2.3 メートル下の地上に墜落。 

被災時、被災者は保護帽及び墜落制止用器具を着用していなかった。 
シートかけ作業時間は数分程度と短く、荷を積み終えたら直ぐにトラックを目的の場所まで移動させるため、

足場の設置は困難なときに該当し、第 2 項を適用。（00173 技官） 
 
●主に労働安全衛生法第 21 条に紐づく労働安全衛生規則第 518 条の適用例 

高さが 2m 以上の箇所で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法に
より作業床を設けるとあるが、「作業床」の定義が不明確である。作業をするための必要最小限の面積を持つ
床であれば作業床と認めても、墜落による危険のおそれがあればその面積は拡大されていく。行政指導であれ
ば安全確保の目的のために広く解釈してよいであろうが、司法事件の場合には、厳格に解釈していかなければ
ならない。（00076 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 21 条第 2 項に紐づく労働安全衛生規則第 518 条の適用例 

輸送運搬機械製造会社で、同社所属の労働者 3 名が、工場建屋内壁面へ電源コンセントを増設する作業を行
っていたところ、うち１名が地上から高さ 3 メートルの梁上からコンクリート床面に墜落し、死亡した。同社
責任者は、電源コンセント増設作業を行わせるにたあり、作業場所は高さが２メートル以上で、足場を組み立
てるなどの方法により、作業床を設けることが容易であったのに、これを設けず、もって労働者が墜落するお
それのある場所に係る危険を防止するために必要な措置を講じなかった。（00097 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 21 条第 2 項に紐づく労働安全衛生規則第 518 条 2 項の適用例（38） 
［違反条文内容］作業床の設置等 
［業種］機械修理業 
［あらまし］【公表】生産設備に組み込まれたクレーン点検作業中の墜落災害（00057 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 21 条第 2 項に紐づく労働安全衛生規則第 519 条の適用例 

個人宅の屋根に設置の太陽光発電システムの点検のため、はしごを使い屋根に上り当該発電システムを点検
していたところ、屋根から 5 メートル下の地上に墜落。 

被災者が点検していた屋根は、平面的な広がりをもった作業床であるが、囲いや手すりの設置はなく（囲い



等を設けることが著しく困難なため、第 2 項適用）、防網を張らず、要求性能墜落制止用器具を使用させてい
ない。（00173 技官） 
 
●主に労働安全衛生法第 21 条第 2 項に紐づく労働安全衛生規則第 519 条 1 項の適用例（25） 
［違反条文内容］開口部等の囲い等 
［業種］鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 
［あらまし］二次下請の労働者が屋根の開口部から墜落【公表】（00057 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 21 条第 2 項に紐づく労働安全衛生規則第 519 条 2 項の適用例（14） 
［違反条文内容］開口部等の囲い等 
［業種］ビルメンテナンス業 
［あらまし］高さ２メートル以上の作業床からの墜落災害【公表】（00057 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 21 条に紐づく労働安全衛生規則第 519 条の適用例 

建設現場の建物の端部や工場の床の端部などで、墜落防止がされていない箇所での適用が多い。 （00107 監
督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 21 条に紐づく労働安全衛生規則第 519 条の適用例 
（労働安全衛生規則第 519 条第 1 項・第 2 項 労働安全衛生法第 21 条第 2 項） 

作業床の端や開口部からの墜落防止の条文であり、事業場において、この条文を適用する場面が比較的多く
あります。 

特に建設業においては事故の型で分類した場合のワースト１となる「墜落転落」による災害を防止する上で
この条文は重要であり、現場を確認する場合においても、まず、この条文が適用となる箇所が存在するか否か、
また、工程が進むにつれて墜落する場面が生じないかについて検討しています。 
適用例１ 建設現場 

足場の端部に墜落防止用の手すりが設置していない場合（枠組足場の端部などが多い） 
足場の長手方向に手すりが設置されていない（又は作業の都合で取り外されている）場合 
床面のだめ穴の周囲に開口部養生又は墜落防止措置の手すりが設置されていない場合 

適用例２ 建設現場以外 
資材倉庫の 2 階部分の床端に手すりが設置されていない場合 
（中 2 階みたいな部分に資材等が積載されている場面が多い） 

（00133 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 21 条に紐づく労働安全衛生規則第 519 条の適用例 

一般住宅建築現場において、2 階階段取付部の開口部に手すり等の設置が無かった例。 
（00112 技官） 
 
●主に労働安全衛生法第 21 条に紐づく労働安全衛生規則第 519 条の適用例 

墜落災害発生時、手すり等が設置されていない場合に適用。（00162 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 21 条に紐づく労働安全衛生規則第 522 条の適用例 

強風、大雨の悪天候の日に、工期が迫っているからと高さ 2m 以上の屋根の張替え作業をさせたとして、事業
主が違反に問われた。（00141 監督官 2） 



 
●主に労働安全衛生法第 21 条に紐づく労働安全衛生規則第 524 条の適用例 

スレート上で、屋根の解体作業をしているにもかかわらず、スレート踏み抜きを防止するための措置を講じ
ておらず、当該条文に抵触したもの。（00089 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 21 条に紐づく労働安全衛生規則第 524 条の適用例 

この条文はスレート等の屋根上の危険防止の条文です。 
建物の解体や改修工事のほか、屋根上の清掃や屋根上を通行し、屋根端部の雨どいを清掃する場合など、関

連災害は多く発生しています。 
外見は人が乗っても大丈夫なように見えますが注意が必要となります。 
屋根材のほかに明り取りのためのポリカーボネート製の材料や、ガラス（天窓）についても注意が必要とな

ります。（特にガラスは大丈夫のようで案外強度がない） 
さらに、経年的な劣化により強度が著しく低下している例が多くあります。 

〔適用例〕 
雨どいを清掃するため清掃箇所まで木毛セメント板屋根上を通行している場合 
明り取り用のガラス屋根上を清掃する際に、その上に誤って乗ってしまった場合 

（000133 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 21 条第 2 項に紐づく労働安全衛生規則第 524 条の適用例（13） 
［違反条文内容］スレート等の屋根上の危険の防止 
［業種］機械（精密機械を除く）器具製造業 
［あらまし］屋根に設けられた天窓の踏み抜き【公表】（00057 監督官） 
 
 
●主に労働安全衛生法第 21 条に紐づく労働安全衛生規則第 524 条の適用例 

Ａ社は、建築工事業を営む事業者である。木造平屋建ての自社倉庫の屋根が老朽化したため、労働者Ｂを使
用して、同倉庫の屋根ふき替え工事を行った。屋根は切妻屋根と呼ばれる形状で、断面が波形した薄い鉄板
（いわゆるトタン板）でふかれており、棟の高さ 600 cm、軒の高さ 440 cm、地面はコンクリートであった。屋
根の鉄板は腐食が進んで錆び付き、亀裂、穴等の損傷個所が生じていて、雨天時は雨漏りする状態であった。
労働者Ｂは、屋根の上に上がり、屋根の吹き替え作業を行っていたところ、鉄板を踏み抜いて約 5ｍ下のコンク
リートの地面に墜落し、死亡した。踏み抜きにより、労働者に危険を及ぼすおそれがあったのに、屋根に幅が
30 cm 以上の歩み板を設け、防網を張る等踏み抜きによる労働者の危険を防止するための措置を講じなかったも
のである。（00087 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 21 条に紐づく労働安全衛生規則第 524 条の適用例 

平屋建て工場の屋根の補修工事を行う現場において、スレートで葺かれた屋根の上に幅 24 センチメートルの
足場板を歩み板代わりに使用していたため、幅 30 センチメートル以上の歩み板を設けるよう指導したこと。
（000155 不明） 
 
●主に労働安全衛生法第 21 条に紐づく労働安全衛生規則規則第 526 条の適用例 

この条文は作業場所に高低差がある場合に安全な昇降設備を設置させ使用させることを規定しています。適
用例が多いのは建設現場に設置している足場において、昇降設備が設けられていないがために足場の外面をよ
じ登って昇降する事例が多く、その場面で墜落する事例があります。 



足場を設置するスペースに余裕がある場合には、枠組足場等の条件の良い足場が設置できるためその中に階
段枠を設置することにより安全に昇降可能となりますが、狭隘な部分に設置する単管ブラケット足場や単管抱
き足場などについては、昇降設備を設置できない場合が多く、この規則の適用となります。 

是正方法としては、狭隘な部分については足場と躯体の間に梯子を設置したうえで昇降時にロリップを使用
して安全を確保し、足場から躯体への渡りを設けて既設の建物階段を使用するなどの対応をしています。
（000133 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 21 条第 1 項に紐づく労働安全衛生規則第 529 条の適用例（1） 
［違反条文内容］建築物等の組立て、解体又は変更の作業における作業指揮者の指名ほか 
［業種］その他の建設業－その他 
［あらまし ］脚立からの墜落死亡災害【公表】（00057 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 21 条に紐づく労働安全衛生規則第 534 条の適用例 

明り掘削：水管敷設現場にて、土止支保工を講じず掘削面崩壊による事案について、埋もれた被災者所属事
業者に適用。（00058 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 22 条に紐づく有機溶剤中毒予防規則第 5 条の適用例 
・屋内作業場で塗装しているのに、局所排気装置が設けられていない。 
・局所排気装置は設けられていても、制御風速が足りない。（00027 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 22 条に紐づく特定化学物質障害予防規則第 22 条の適用例 

製紙会社工場において、労働者 2 名が、アンモニア水タンクと液面計との間に設置されたボールバルプの閉
止作業中、ボールパルプのフランジ部が破断・脱落し、アンモニア水が吹き出し、両名が被液し、うち１名が
死亡した。同社らは， ボールバルプの閉止作業に従事する労働者に、保護衣、呼吸用保護具等必要な保護具を
使用させず、もってガス等による健康障害を防止するための必要な措置を講じなかった。（00097 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 22 条に紐づく有機溶剤中毒予防規則第 5 条の適用例 

第二種有機溶剤を使用した塗装を行っているにもかかわらず、局所排気装置等の設置が無かった例。（00112
技官） 
 
●主に労働安全衛生法第 22 条に紐づく有機溶剤中毒予防規則第 5 条の適用例 

有機溶剤業務において、局所排出装置が作業場所からやや離れた場所に御剤しており、適切な場所に局所排
出装置が設置されておらず、結果として当該条文に抵触したもの。（00089 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 22 条に紐づく石綿障害予防規則第 6 条の適用例 

立体駐車場解体工事を頼まれ、鉄骨に吹き付け材が付着しており、石綿含有していることを知りながら、隔
離養生し負圧にする措置を講じず、解体工事施工を命じたことを違反に問われた。（00141 監督官 2） 
 
●主に労働安全衛生法第 22 条に紐づく粉じん障害防止規則第 27 条の適用例 

金属アーク溶接作業に従事させていたにもかかわらず、労働者に防じんマスクを使用させていなかったため、
是正勧告を行なった。（00121 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 22 条に紐づく特定化学物質障害予防規則第 38 条の 14 の適用例 



養鶏場において、一定の日齢を迎えた鶏は、次の鶏舎に移している。空になった鶏舎は水洗浄した後、消毒
するため、ホルムアルデヒドをドラム缶に入れ、薬剤を投入し一昼夜鶏舎内を燻蒸する。ラム缶に入ったホル
ムアルデヒドに薬剤を入れる作業に労働者を従事させており、当該業務は鶏舎内でかつ送気マスク等の呼吸用
保護具を使用せず行っていたため、特化則 38 条の 14 第 1 項 2 号違反を指摘した。（00035 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 22 条に紐づく労働安全衛生規則第 585 条の適用例 

立入禁止の表示をしていない。 （00005 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 22 条に紐づく労働安全衛生規則第 578 条の適用例 

（司法）石綿除去作業中、隔離養生した屋内作業場で内燃機関（発電機）を稼働させたことにより 6 名が一
酸化炭素中毒となった。（00160 技官） 
 
●主に労働安全衛生法第 23 条に紐づく労働安全衛生規則第 540 条の適用例 

鉄工工場において、工場内に安全通路が設置されていたものの形骸化しており、扱う資材（Ｈ鋼）に長尺物
が多いため、労働者が移動する際に、安全通路では無い積み上げた資材の上を跨いでショーカットして通行し
ている状況を確認したため、当該条文を適用させ、違反を指摘したもの。是正報告においては、当該箇所の通
行の際には、安全通路を通行するように労働者に徹底させるとの報告があり、完結させている。しかしながら、
2 年経過後、別途臨検を実施した際、移動のため、積み上げたＨ鋼を跨ぐ労働者を確認したが、通路ではなく、
当該Ｈ鋼にかかる作業のために資材を跨いでいた状況のため違反としては適用しなかったもの。長尺物のＨ鋼
については、Ｈ鋼の形状にもよるが、変形した板木を敷いて積むと倒れて挟まれる危険性があるため、Ｈ鋼の
上に板木を敷いてＨ鋼を積み上げないようにし、板木の形状等点検の徹底などの対策例を説明し指導するにと
どまったもの。 

作業場内における移動箇所を｢通路｣として認定し適用した事例と適用しなかった事例及び、本質安全の改善
にまで至っていなかった例。（00040 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 23 条に紐づく労働安全衛生規則第 540 条の適用例 

作業場に通じる場所及び作業場内に労働者が使用するための安全な通路を設ける義務を課しているが、「安
全な通路」が曖昧である。規則 541 条（照明）、542 条（屋内に設ける通路）、543 条（機械間の通路）の条文
はあるが、これらの条文と同程度であれば安全といえるのか。労働災害があれば安全な通路ではなかったとし
て違反指摘をしているが、「安全な」の程度を明らかにしておくべきと考える。高齢化が進み転倒災害が多く
を占めており、災害防止のためにこの条文は重要である。（00076 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 23 条に紐づく労働安全衛生規則第 544 条の適用例 

冬、労働者が、事業場の敷地内で、凍結した地面（アスファルト）で転んで地面に頭部を打って死亡した災
害がありました。是正勧告レベルで罰則は適用していませんが、路面凍結防止剤を使用しなかったとして、本
条を適用しました。しかし、可罰性があるのかという問題になり（厳密に言えばあるのかもしれませんが）、
是正勧告に止めました。（番号なし森山 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 30 条に紐づく労働安全衛生規則第 635 条の適用例 

建設現場において、特定元方事業場が、関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによ
って生ずる労働災害を防止するための協議組織を設置し、定期的に開催していなかったもの。（00212監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 30 条第 1 項に紐づく労働安全衛生規則第 637 条第 1 項の適用例（31） 



［違反条文内容］特定元方事業者の作業場所の巡視 
［業種］建築設備工事業 
［あらまし］【公表】作業場所の巡視義務違反（00057 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 30 条に紐づく労働安全衛生規則第 683 条の 4 及び同法第 20 条に紐づくクレーン等安
全規則第 66 条の 2 の適用例 

複数の関係請負人の労働者が混在して作業に従事するマンション新築工事現場において、複数の関係請負人
の労働者が共同して、つり上げ荷重が 3 トン以上の移動式クレーンを用いた型枠材料の搬出作業を行っていた
ところ、つり荷の型枠材料が落下し、下方で作業していた複数名の労働者が死傷したが、元方事業者は、関係
請負人が定めなければならないクレーン等安全規則第 66 条の 2 の定める事項について、自らが定める計画に適
合するよう指導しておらず、また、共同して移動式クレーンを用いた作業を行っていた複数の関係請負人は、
いずれも同条に定める事項を定めずに作業を行っていたことから、労働基準監督署は、元方事業者及び共同し
て移動式クレーンを用いた作業に労働者を就かせていた各関係請負人をどう労働安全衛生法違反の疑いで書類
送検した。（00078 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 31 条に紐づく労働安全衛生規則第 653 条の適用例 

建設現場における墜落防止対策が不十分なことによる注文者への適用が多い。（00107 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 31 条に紐づく労働安全衛生規則第 653 条の適用例 

労働者に高さ約 8 メートルの物品揚卸口を使用させる際に、墜落防止措置を講じなかったもの。（00055 監督
官） 
 
●主に労働安全衛生法第 31 条第 1 項に紐づく労働安全衛生規則第 653 条第 1 項の適用例（24） 
［違反条文内容］物品揚卸口等についての注文者の措置 
［業種］鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 
［あらまし］二次下請の労働者が屋根の開口部から墜落【公表】（00057 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 31 条に紐づく労働安全衛生規則規則第 655 条の適用例 

元請け人（注文者）が、下請け人の労働者に足場を使用させているにもかかわらず、墜落防止用の手すりの
設置が不十分で結果として必要な措置を請じていないことから注文者の講ずべき措置を講じていなかったとし
て、当該条文に抵触したもの。（00089 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 31 条の 2 条に紐づく労働安全衛生規則第 662 条の 4 の適用例 

化学工場において、協力企業の労働者が一酸化炭素の製造設備に設置された機器を清掃するため、マンホー
ルを分解する作業を行うに際して、他系列の一酸化炭素製造設備は稼働中であって、当該機器に接続している
配管に一酸化炭素が滞留しており、配管に通じる弁を誤って開放することにより一酸化炭素が漏出する危険が
あることが関係協力企業に周知されていなかったために、別協力企業の労働者が当該機器に接続する配管に設
置された自動弁本体部に点検整備を終えた駆動装置を取り付ける作業中、誤って当該自動弁を開けてしまった
際に、稼働中の他系列から配管に滞留していた一酸化炭素が大量漏出し、協力企業の労働者等が一酸化炭素を
吸引して 15 名（うち死亡 1 名）が被災した。 

（この事例は当該条項が直接適用されたものではありませんが、その新設（H18.4.1 施行）に関与したと思わ
れる典型的事例です。災害発生当時（H15.7）の法令でも、特化則第 22 条により、特定化学設備の改造等の作
業を直接雇用する労働者に行わせる事業者には、特定化学物質の流出等による災害を防止するための具体的な



措置が義務付けられていましたが、下請負事業者に設備を所有管理する事業者（注文者）からの的確な情報の
開示や指示が行われておらず、当事者に危険有害性に関する認識がなかったことが、この事例の災害発生原因
となったものです。）（00088 元監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 31 条に紐づく労働安全衛生規則第 655 条の適用例 

建設現場における墜落防止対策が不十分なことによる注文者への適用が多い。（00107 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 31 条に紐づく労働安全衛生規則第 655 条の適用例 

建設現場において、特定元方事業者（注文者）が関係請負人の労働者に対し足場を使用させる際、安衛則第
563 条に定める足場用墜落防止措置等を講じていなかったことから、特定元方事業場について安衛法第 31 条
（安衛則第 655 条）違反を認めたもの。（00212 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 38 条に紐づくクレーン等安全規則第 6 条の適用例 

ボート及びヨットの係留場に設置されたクレーンについて、当該事業場は、法人設立以来、代表者１名しか
存在してこなかった状況であるため、労働者が不在であり、定義上「事業者」に該当する者も存在しない。ク
レーン等安全規則第 6 条においては、主語が｢クレーンを設置した者｣であるため、これを適用させ、違反を指
摘したもの。 

労働安全衛生法第 1 条の目的に合致しない趣旨に基づく違反の指摘を実施している例。（00040 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 131 条の適用例 

安全プレスについて、中古品の場合、当該安全プレスに改造が施され、本来有している安全プレスとしての
機能を有していないものが存在する。 

このような場合、労働安全衛生法第 20 条（労働安全衛生規則第 27 条）が成立すると考えられるが、改造を
施した者が、当該改造やそもそも安全プレスであることを知らないような場合は、もはや安全プレスでは無い
として、同法第 20 条、同則第 131 条第 2 項、第 3 項を適用させている。 
（00170 不明） 
 
●主に労働安全衛生法第 45 条に紐づく労働安全衛生規則第 151 条の 21 第 1 項の適用例 

フォークリフトの年次検査（特自検）の未実施等。（00167 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 45 条に紐づく労働安全衛生規則第 151 条の 24 の適用例 

事業者 A は特定自主検査事業者である B に依頼して、特定自主検査を行っていただが、Ｂは特定自主検査を
実施する必要が生じた。労働安全衛生規則第 151 条の 21 においてフォークリフトの定期自主検査を義務付け、
同定期自主検査については労働安全衛生規則第 151 条の 24 で特定自主検査を行っていなかった場合には労働安
全衛生規則第 151 条の 21 違反となり、労働安全衛生規則第 151 条の 24 だけの違反となるのは、労働安全衛生
規則第 151 条の 21 に基づく定期自主検査を行っていたものの、特定自主検査を行う資格がないものが実施した
場合に限られている。（00206 監督官） 
 
●主に安衛法 45 条 1 項に紐づく特化則 31 条 1 項の適用例（6） 
［違反条文内容］特定化学設備又はその附属設備の定期自主検査 
［業種］その他の化学工業 
［あらまし］第三類物質（硝酸）を取り扱う管理特定化学設備（硝酸槽）の爆発事故【公表】（00057 監督官） 
 

森山 誠也
（コメント）合致しないことはない気がしますが。



●主に労働安全衛生法第 59 条第 3 項に紐づく労働安全衛生規則第 36 条の適用例 
危険又は有害な業務に就く労働者に対して厚生労働省告示等で定める特別教育規程の基づいた特別教育を実

施していない場合、適用する。（00196 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 59 条に紐づく労働安全衛生規則第 36 条の適用例 

鋼材卸会社の倉庫において、業者が搬入してきた荷（鉄板）を吊り上げ荷重 5 トン未満の天井クレーンを使
用して吊り上げ移動させていたところ、運転者（クレーン運転特別教育を受けていない者）が運転操作を誤っ
たため鉄板が外れて落下し、下方にいた納入業者の労働者が下敷きになって死亡する災害が発生。 

日ごろから特別教育未実施の労働者がクレーンの運転を行い、それを黙認していたことの認識があったこと
から違反として送検。正式裁判の結果、罰金刑が確定した。（00141 監督官 1） 
 
●主に労働安全衛生法第 59 条に紐づく労働安全衛生規則第 36 条の適用例 

各種特別教育の未実施。（00163 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 59 条に紐づく労働安全衛生規則第 36 条の適用例 

「事業者Ａは、安衛則第 37 条に規定する法定の除外事由がないにも拘らず、労働者Ｂを（安衛則第 36 条第
○号）の業務につかせるにあたり、法定の特別教育を行わなかった」として労働基準監督署は事業者に対し、
是正勧告した。 
※実務家からした課題： 
（1）法定除外事由の解釈の幅広さ 

特別教育の科目の全部または一部について「十分な知識及び技能を有する」労働者については安衛則第 37 条
により当該科目の省略が認められているが、その該当性の判断はいくつかの行政解釈等が示されているもの
の、なお事業者により解釈の幅があるのが現実であり、運用に当たっては注意が必要である。 

（2）刑罰法規として運用上の課題 
上記（1）のとおり安衛則第 37 条の解釈に幅があることが、刑罰法規としての安衛法の同条項の運用に当た
ってのハードルを高めている。 
（例）特別教育を受けていない労働者が当該業務中の労災事故で死亡したことを契機に、特別司法警察員と
しての労働基準監督官が法第 59 条違反の刑事事件として立件するケースはありふれている。その際の検査に
おける採証活動について見てみると、被災労働者は既に死亡していて本人の人証が得られないため、｢被災労
働者の過去の職歴等に鑑みると科目の省略可ではないか｣との反証をつぶすための捜査に相当の困難を伴うこ
とも珍しくない。 
このように、安衛法第 59 条を刑罰法規の面から評価すると、特別教育の科目省略への事実関係の当てはめは

悩ましい問題である。（00268 元監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 59 条に紐づく労働安全衛生規則第 36 条の適用例 
 ある事業場で、「高圧又は特別高圧電気取扱業務に係る特別教育」を修了した労働者に対し「低圧電気取扱
業務」を行わせていた事案について指摘したところ、当該事業場は「高圧若しくは特別高圧の充電電路の点検
修理の方が危険度は高く、その特別教育を修了した労働者に、危険度の低い低圧充電電路の修理を行わせてい
たものであり、上位の特別教育を修了しており、問題はない」と抗弁したもの。 
 しかしながら、労働安全衛生規則第 36 条第 4 号には、例えば「高圧・特別高圧の特別教育を受けた場合には、
低圧の特別教育について一定の科目について省略してよい」という規定はなく、その逆もない。つまり両特別
教育は上位下位の関係にあるものでは無く、それぞれの領域での安全に関して必要とされる知識を付与するも
のであり、当該業務に従事する場合には、それぞれの特別教育を修了する必要があるものであること。 



 特別教育の科目の省略については、労働安全衛生規則第 37 条に「特別教育の科目の全部又は一部について十
分な知識及び技能を有していると認められる労働者については（略）省略することができる」と規定されてい
る。この条文の関係通達において「当該業務に関連し上級の資格（技能免許又は技能講習修了）を有する者、
他の事業場において当該業務に関し、既に特別の教育を受けた者（略）等がこれに該当する」（昭 48.3.19 基発
第 145 号）とされており、上位の資格とは技能講習修了等であり、他の特別教育は上位の資格に該当しないも
のである。 
 法律、規則、通達の構成は上記の通りであり、解釈は明白であるが、規則の表記が「十分な知識及び技能を
有していると認められる労働者については（略）省略することができる」というものであり、「有していると
認められる」と判断するのが誰かということが、条文上は明らかでなく、この点が上記の事業場のような取り
扱いを招いていると言えなくもないものである。（000248 元監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 59 条に紐づく労働安全衛生規則第 36 条の適用例 

建設業の A 社は、請負った公園のフェンス補修工事を開始して間もなく、公園の雑木が工事に支障をきたす
おそれがあると判明した。 

このため、以前から知り合いであった B に公園の雑木の伐木作業を急遽依頼し、1 日限りの臨時社員として雇
用した。 

A 社は、労働者 B に厚生労働省令で定める危険な業務であるチェーンソーを用いて行う立木の伐木業務に就
かせるに当たり、同人に対し、法定の当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなかったものである。 

その結果、雑木の伐木を行った直後、当該雑木に寄り掛かっていた別の木の枝が折れて落下し、B を直撃した
ものである。 
・B は自営業の傍ら、他人から頼まれて、住宅の庭木等の伐木作業を何年も前から行っていたものである。 
・A 社には伐木作業の経験のある者はおらず、A 社は B を 1 日限りの臨時雇用とし、B の前記の経歴から、作業
開始に当たり、B に対し、作業内容を説明したのみであった。 
・B は勤め人の経験はなく、登録教習機関が行う各種技能講習、特別教育等を受講したことはなかった。 
（000127 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 59 条に紐づく労働安全衛生規則第 36 条の適用例 
 金属加工業を行う工場において、動力プレスの金型の取り外し作業を特別教育を修了していない者に行わせ
ていたことから、当該作業者に特別教育を受講させるよう指導したもの。（000155 不明） 
 
●主に労働安全衛生法第 59 条に紐づく労働安全衛生規則第 36 条の適用 

クレーンの運転業務にかかる特別教育を行わずに労働者をクレーンの運転業務に従事させたもの。（00055監
督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 59 条第 3 項に紐づく労働安全衛生規則第 36 条 15 号の適用例（21） 
［違反条文内容］特別教育を必要とする業務 
［業種］その他の金属製品製造業 
［あらまし］クレーン運転特別教育の未実施（死亡災害）【公表】（00057 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 59 条に紐づく労働安全衛生規則第 37 条の適用例 

事業者は、危険又は有害な業務に労働者をつかせるときに特別の教育を行う義務があるが、十分な知識及び
技能を有していると認められる労働者については、特別教育を省略することができるとされているが、「十分
な知識及び技能を有している」かどうかの認定が甚だ困難である。長年（特別教育の記録保存は 3 年）当該業



務に従事しておれば、特別教育程度の内容であれば十分な知識及び技能を有していないとは認めがたいものと
考えている。 

長年作業に従事している労働者を特別教育の不実施で司法処分することは消極に解している。（00076 監督
官） 
 
●主に労働安全衛生法第 59 条に紐づく労働安全衛生規則規則第 38 条の適用例 
 特別教育を実施した場合には、労働安全衛生規則第 38 条において「当該特別教育の受講者、科目等の記録を
作成して、これを３年間保存しておかなければならない」旨規定されている。 

ある事業場において、「特別教育は実施したが、記録は作成していない」と説明があり、労働安全衛生規則
38 条違反を構成する旨、説明していたところ、当該事業場より「今後、記録は作成するが、修了証はどのよう
なものを作成すればよいのか、法律の規定を教えて欲しい」との質問が出された。 

当該質問に対し、次のように回答したもの。 
「特別教育実施の記録は義務付けられているが、修了証の作成・交付は義務付けられていない。事業場内で

の作業であれば問題は無いが、出先等の作業で、かつ下請として入場した現場等で元請等に修了確認を求めら
れた場合には、作成・交付していないと困るケースも想定される。法定の様式は示されていないものであり、
「安衛法に基づく特別教育の名称」「修了番号」「修了者氏名」「生年月日」「修了年月日」「交付年月日」
「事業者名」「印」等の事項が記載されていれば良いのではないか。」 
 就業制限を定めた安衛法第 61 条第 3 項には「これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していな
ければならない」と規定されている。これに対し、特別教育を規定した安衛法第 59 条には対応する規定が存在
しない。従事する業務の危険度の違いにより、求められる技能レベルが異なり、就業制限と特別教育とに分け
られているのはその通りであるが、いずれも法により規定された資格であると捉えた場合、その証する書面の
携帯について取り扱いを異にする理由の説明には窮する場面も多く、特別教育についても安衛法第 59 条に同様
の規程があっても頷けるのではないかと思うものである。（000248 元監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 61 条第 1 項に紐づく安衛令 20 条 16 号の適用例（17） 
［違反条文内容］就業制限（業務に就かせてはならない） 
［業種］ねじ等製造業 
［あらまし ］無資格者によるクレーンの玉掛けの繰り返し違反【公表】（00057 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 61 条第 2 項に紐づく安衛令 20 条 16 号の適用例（20） 
［違反条文内容］就業制限（何人も行ってはならない） 
［業種］木造家屋建築工事業 
［あらまし］【公表】玉掛け無資格作業（00057 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 61 条に紐づく労働安全衛生規則第 41 条の適用例 
就業制限違反。（無資格）（00163 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 61 条に紐づく労働安全衛生規則第 41 条の適用例 

最大荷重 1 トン以上のフォークリフトについて、道路交通法の適用の無い工場敷地内を荷役装置の操作を行わ
ずに走行させる業務を、フォークリフト技能講習を修了してない労働者に対し指示し行わせたもの。 
 就業制限を定めた労働安全衛生法第 61 条に基づく安衛令第 20 条第 11 号は「最大荷重が 1 トン以上のフォー
クリフトの運転（道路上を走行させる運転を除く）の業務」と規定されている。ここでいう「道路」とは、安



衛令第 20 条第 7 号において「道路交通法第 2 条第 1 項に規定する道路」（以下この条において「道路」とい
う）」とされており、同令第 11 号にて規定された最大荷重 1 トン以上のフォークリフトもこれに該当する。 
 よって、この規定で除外されているのは「道路上を走行させる運転」の業務のみであり、工場敷地内を走行
させる運転については除外されていない。即ち、荷役装置の操作を行わずに工場敷地内を走行させるだけと言
っても、安衛法第 61 条の就業制限から外れることにはならず、フォークリフト技能講習を修了した労働者に行
わせる必要があるものであり、就業制限についての資格を定めた労働安全衛生規則第 41 条違反を構成すること
となる。 
 分かりやすい条文の表記方法から見た場合、第 11 号だけを読むと「道路上を走行させる運転を除く」とあり、
当該事業場のような誤解も招きかねない表記と言えないこともないのではないかと思う次第である。（000248
元監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 61 条に紐づく労働安全衛生規則第 41 条の適用例 

建設現場で使用されている足場（わく組足場以外の足場）について、手すりが設けられていない箇所があっ
たため、元書事業者に対して労働安全衛生規則第 655 条違反を指摘した。なお、同現場で足場を実際に使用し
て作業を行う下請け事業者に対しては、労働安全衛生法第 20 条（労働安全衛生規則第 563 条）の違反を指摘し
た。（00082 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 61 条に紐づくクレーン等安全規則第 221 条の適用例 
新築ビル工事現場において、元請より「外部足場の組立・解体工事」を請け負った下請建設会社の作業員 5 名
が、工事現場敷地内の吊り上げ過重 1 トン以上の移動式クレーン用いて、高さ 10 メートルの足場上から、不要
となった足場資材を地上に降ろす作業を行った。 
 5 人の作業員は、高さ 10 メートルの足場上で資材を緊結し、そのうち作業員 A が玉掛を行い、移動式クレー
ンのフックに取り付け、3 メートルほど吊り上げたところ、突然、玉掛した資材が崩れ落ち、作業員 A を直撃。
作業員 A は、崩れ落ちた資材と共に地面に墜落した。 
 作業員 A は、頭蓋骨骨折、脳挫傷のため死亡。 
 玉掛を行った作業員 A は、労働安全衛生法第 61 条（就業制限）に基づく、クレーン等安全規則第 221 条
（「令 20 条第 16 号」に定められた「吊り上げ荷重が 1 トン以上の移動式クレーンの玉掛の業務」）において
規定された、同作業を行うに必要な「玉掛技能講習」を修了していなかったことが明らかとなり、同条文違反
が認められたもの」。 

なお、共に資材の緊結作業を行った他の 4 名の作業員も、同じく玉掛技能講習を修了していなかった。 
 本件における違反については、上記の通り就業制限に係る事項が認められるが、災害の発生原因及び再発防
止の観点に着目すれば、問題点は「玉掛方法の不具合」と「吊り上げられた荷の下に労働者がいた」という点
である。 
 これについては、本件クレーンが吊り上げ荷重 1 トン以上の移動式クレーンであることから、クレーン等安
全規則の適用があり、クレーン等安全規則第 29 条が検討条文となる。 
 同規則第 29 条では、「作業の形態等によりやむを得ない場合があることから、労働者の立ち入りを禁止する
範囲は、特に災害発生状況等から（略）限定したものである」（平 4.8.24 基発第 621 号）とし、同規則第 29 条
に掲げるもの以外については立入を認めている。 
 当然、同規則第 29 条違反となる事案もあるが、本件は、「玉掛の不具合」「玉掛方法」とも同規則第 29 条
の適用がなく、再発防止の観点から言えば就業制限違反から導かれる「無資格者による作業禁止」に留まるも
のである。実効性ある再発防止対策は「荷の下の立入禁止」であるとすると、一定の条件のもと、立ち入りを
認めている同規則第 29 条について、以後の災害の発生状況から見た、除外条件の再検討が、必要と思われる。
（000248 元監督官） 



 
●主に労働安全衛生法第 61 条に紐づくクレーン等安全規則第 221 条の適用例（司法） 

代表者 A は、トラックの荷台に積まれていた 5 枚の鉄板のつり具で玉掛けし、つり上げ荷重 2.85 トンの天井
クレーンでつり上げた。その後、床面に下ろす途中に上の 4 枚の鉄板が滑り落ち、一番下の鉄板がつり具から
外れ倒れて近くにいた男性従業員に当たった。同人がその下敷きになり、頭部を負傷し、意識不明となった。A
は、「つり上げ荷重が 1 トン以上のクレーンの玉掛けの業務」の資格を有していないにもかかわらず、当該業
務を行った。（00053 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 65 条に紐づく有機溶剤中毒予防規則第 28 条の適用例 

有機溶剤を含有する製剤を用いて製品の脱脂洗浄を行う屋内作業場において、作業環境測定が全く行われて
いなかったことから、６か月以内ごとに１回、定期に作業環境測定を行うよう指導したもの。（00155 不明） 
 
●主に労働安全衛生法第 66 条に紐づく有機溶剤中毒予防規則第 29 条の適用例 

IPA（イソプロピルアルコール）含有の洗浄剤を使用して金属製品の洗浄を行なっていた労働者について、有
機溶剤に係る特殊健康診断を行なっていなかったため、是正勧告を行なった。（00121 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 66 条に紐づく労働安全衛生規則第 44 条の適用例 

定期健康診断実施についての条文になります。 
 事業場において労働者に健康診断を実施していない場合において、この条文が適用になります。 
 但し対象者は常時使用する労働者となっているので、この部分の確認は必要となります。 

併せて結果の通知 （法 66 の６・規則 51 条の 4） 
監督署への健康診断結果報告（法 100 条・規則 52 条）についても確認して違反があれば適用します。

（00133 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 66 条に紐づく労働安全衛生規則第 44 条の適用例 

常時、使用する労働者に対する定期健康診断を行っていなかったことが認められたため、同条（同規則）に
基づき違反を指摘した。（00174 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 66 条に紐づく労働安全衛生規則第 44 条の適用例 

労働者 30 名規模の製造業の事業場に於て、定期健康診断の実施状況を確認したところ、「各自に任せている」
とし、事業場が主体で行っていない事が判明したため適用した。 
（00130 監督官・技官） 
 
●主に労働安全衛生法第 66 条に紐づく労働安全衛生規則第 48 条の適用例 

ドラフトチャンバー内で、発煙硝酸を使用し、電子部品の検査業務を行っている労働者に対し、年 1 回の一
般健康診断のみ実施し、6 月以内ごとに 1 回、定期に歯科医師による健康診断を行っていなかったもの。
（00035 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 66 条の 4 に紐づく労働安全衛生規則第 51 条の 2 の適用例 

定期健康診断の有所見者に対する医師からの意見聴取を行っていなかった例。（00112 技官） 
 
●主に労働安全衛生法第 66 の 4 条に紐づく労働安全衛生規則第 52 の 2 条の適用例 

健診で異常所見のあった者に対する医師の意見聴取未実施。（00163 監督官） 



 
●主に労働安全衛生法第 66 条に紐づく労働安全衛生規則第 44 条の適用例 

健康診断の対象、頻度、項目について詳細を省令に委任。（00177 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 77 条に紐づく規則第 20～24 条の適用例 

記入なし。（00259 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 88 条に紐づく労働安全衛生規則第 90 条の適用例 

高さ 31 ｍ超え建設物の建設・破壊・改造の仕事に係る建設工事計画届の未提出。（00167 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 100 条に紐づく労働安全衛生規則第 96 条の適用例 

労働安全衛生規則第 96 条第 1 項第 5 号イにより移動式クレーンの転倒事故が発生したときは、所轄労働基準
監督署長に事故報告書の提出義務がある。 

一方労働安全衛生法施行令別表 7 に掲げる建設機械の解釈として、昭和 47 年 9 月 18 日付け基発第 602 号で、
移動式クレーンにバイブロ・ハンマーなどをセットしたものは、建設機械－基礎工事用機械－くい打機に該当
する旨が示されている。 

即ち、移動式クレーンが転倒したときでも、建設機械となるアタッチメントを取り付けた場合には報告対象
とはならないものである。 

上記事例による就業制限の取り扱い（移動式クレーン運転士免許等が必要なのか、車両系建設機械運転技能
講習が必要なのか）も同様の考えとなる。（関係条文は上記と異なる） 

更に、移動式クレーンの検査証・定期自主検査であるか、車両系建設機械としての特定自主検査であるかも
同様である。（関係条文は上記と異なる。（00189 技官） 
 
●主に労働安全衛生法第 100 条に紐づく労働安全衛生規則第 97 条の適用例（司法） 

A 社工場の労働者が、溶接ロボットのトラブルの報告を受け、そこへ向かおうとして階段を下り終わったと
ころ、床面のマットフチの枠に左足が乗り時ひねって左足を骨折し、療養のための休業は 4 日以上（休業 26 日
間）に及んだ。休業 4 日以上の労働災害については、労働者死傷病報告（様式第 23 号）を所轄労働基準監督署
長に遅滞なく、提出しなければならないにもかかわらず、被災労働者の上司は、その措置義務を果たさなかっ
た。（00053 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 100 条 1 項に紐づく労働安全衛生規則第 97 条第 1 項の適用例（8） 
［違反条文内容］労働者死傷病報告の提出 
［業種］その他の食料品製造業 
［あらまし ］労災かくし【公表】（00057 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 100 条に紐づく労働安全衛生規則第 98 条の適用例 

労災隠し等災害の発生状況が不明な場合、事業者に対して、本条に基づく報告書の提出、出頭を命ずる通知
の際、適用する。 

なお、通知した報告・出頭に応じなかった場合、又は虚偽の報告をした場合は安衛法第 120 条第 5 号に該当
する。（00196 監督官） 
 
―――――――――― 
●条文と省令の紐づきについては、厚労省本省が所有する災害調査復命書を参照するのが最も効率がよい情報



収集であると思います。（00161 技官）  



質問２ 
1 に掲げた章・節以外に属する条文と、それに紐づく重要な省令の条文（別紙資料をご参照下さい）が適用さ

れた実際の例で、その条文の性格をよく示すものをご教示下さい。守秘義務を侵さない範囲に情報を抽象化し
て頂いて結構です。また、全ての枠を埋めて頂く必要はありません。 

なお、紐付き省令の条文については、別紙資料に掲載された条文以外を採り上げて頂いても結構です。 
【質問 2 に対する回答－本法関係】 
●労働安全衛生法第 10 条、第 11 条、第 12 条、第 13 条の適用例 

衛生管理者の選任の規定になります。 
常時 50 人以上の労働者を使用する事業場において、衛生管理者の選任が必要となり、選任されていない場合

に適用となります。 
また、事業場の安全衛生管理体制に関連して 
総括安全衛生管理者（労働安全衛生法 10 条） 
安全管理者（労働安全衛生法第 11 条） 
産業医（労働安全衛生法第 13 条） 

についても確認し、選任の必要があるのに選任していな場合は適用となります。 
さらに、選任していても監督署に選任報告を提出していない場合は総括安全衛生管理者については労働安全

衛生法 100 条 労働安全衛生規則第 2 条第 2 項 
安全管理者については労働安全衛生法 100 条・労働安全衛生規則第 4 条第 2 項（労働安全衛生規則 2 条第 2

項を準用） 
産業医については労働安全衛生法第 100 条・労働安全衛生規則第 13 条第 2 項（労働安全衛生規則第 2 条第 2

項を準用） 
について適用します。（00133 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 12 条の適用例 
①意識が低い又は合格しないことによる違反の適用 

50 人以上の事業場は、衛生管理者の選任をおおむね知っているが、非工業的業種だと、選任するという意識
が低い事業場もある。受験させても合格者を出すことができない事業場も少なからずある。 
②人事異動による未選任違反の適用 

スーパーのように、県内に 100 件近い店舗があると、人事異動により有資格者が異動してしまい、一部の店
舗において変更がされていないか、有資格者が店舗にいなくなってしまうことがある。 
③事務所には 10 人前後しか労働者がいない派遣元事業場への違反の適用 

派遣業は、派遣元事業場に監督に行っても事業所には 10 人未満の労働者しかおらず、派遣先に葉落ちしてい
る労働者を含めると 50 人以上になるということで、選任しなければならないという法解釈ではあるが、事業者
は選任しなければならない意識が希薄である。（00107 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 12 条の適用例 

常時 50 人以上の労働者を使用しているにもかかわらず、衛生管理者を選任していなかったもの。（00055 監
督官） 
 
●労働安全衛生法第 12 条の適用例 
・衛生管理者が選任されていない。 
・非常に多く適用される条文です。（00027 監督官） 
 



●労働安全衛生法第 13 条の適用例 
産業医が選任されていない。 

・衛生管理者・産業医の未選任は非常に良くセットで使われる条文です。（00027 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 13 条の適用例 

産業医の未選任違反の適用 
産業医活動を行っている産業医が充足されておらず、事業場も探しているが紹介を受けられないため、選任

されていない。（00107 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 14 条の適用例 

作業主任者未選任や掲示等による氏名・職務周知義務違反での適用が多い。（00107 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 17 条の適用例 

委員として有資格者である安全管理者が存在しないことから、第 2 項に規定する委員構成となっていないこと
から、法第 11 条の安全管理者不選任の違反とは別に、法第 17 条の安全委員会を設けていないとして違反指摘
をしている。（00076 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 18 条の適用例 

労働者が常時 50 人以上いるにもかかわらず、衛生委員会を設置しておらず当該条文に抵触したもの。
（00089 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 18 条の適用例 
衛生委員会が開催されていない。 
・12 条・13 条で管理者が選任されていないこととセットで、または、選任されていても衛生委員会が開催され
ていないことは多いため、よく使われる。（00027 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 17 条、第 18 条の適用例 

第 2 項 安全（衛生）委員会の委員について、安全（衛生）管理者を委員に指名していなかったもの。 
第 4 項 安全委員会の委員について、安全（衛生）管理者のうちから事業者が指名したもの及び当該事業者の

労働者で、安全（衛生）管理者のうちから事業者が指名したもの及び当該事業者の労働者で、安全（衛生）に
関して経験を有する者のうちから事業者が指名したものの内の半数について、過半数組合または労働者代表の
推薦させることなく指名していたもの。（00007 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 29 条の適用例 

この条文は主として建設業（製造業も適用あり）の下請が法違反をした場合に、各条文を適用するにあたり、
併せて元請事業場にもこの条文を適用します。 

建設業の場合に下請が違反をしないように、元請が指導し、違反があれば是正させる義務を負わせています。 
下請違反があればセットで元請にもれなくこの条文を適用することになります。（000133 監督官） 

 
●労働安全衛生法第 30 条第 2 項の適用例 
◎（前段）いわゆる大型マンションの工事で、施主が①建物のみの発注、②外構（駐車場や造園、排水）工事
のみの発注、③配管、設備工事（エアコンや電気、ガス、水道）の発注とそれぞれの工事内容毎に分けて、発



注書を交わした。同じ敷地内で、同じ時期に近接した場所での作業があるため、労働災害防止を目的として建
物を請け負った事業者が、同条 1 項措置を担当する事業者として指名された。 
◎（後段）マンション工事等で、施主が設計事務所にマンション建設を発注した場合に、設計事務所は設計の
プロであるが、現場の工事施工についてはノウハウがないため、①建物の建築、②外構工事、③設備工事と、
それぞれの業者に発注した。同条 1 項の措置を担当する事業者として、建物の施工業者が指名された。（00157
監督官または元監督官） 
 
●労働安全衛生法第 40 条の適用例 

つり上げ荷重 3ｔ以上のクレーンについて、性能検査を受検せず、有効期間切れが生じた状態で使用したこと
について適用。（00058 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 41 条 2 の適用例 ボイラー則第 38 条 40 条 違反 

昭和 52 年当時、東京都三鷹市の総合病院で暖房用に使用しているボイラーの有効期間が切れるとのことで相
談を受け、急遽有効期限の切れる当日ギリギリに「性能検査」を行う事として出向いたところ、ボイラーが停
止されておらず、性能検査ができない状況であり且つ週末に当たることから、指示を行いボイラーの電源を
OFF にして、電源 BOX の開閉扉に行政機関名の入った「使用停止」のシールを貼り、検査合格までの間ボイラ
ー運転の停止措置を行う命令書を交付した事案。（000283 技官） 
 
●労働安全衛生法第 57 条の適用例 

有害物質に係る安全データシート等の通知文書が備え付けられていない事業場が中には認められるところで
あるが、その原因として、事業主の法律の不知などによるほか、提供者から事業場に対して同通知文書が交付
されていないことが一因であるときも認められる。（00074 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 61 条の適用例 

機体重量 3 トン以上の車両系建設機械に車両系建設機械運転技能講習を修了していない、下請会社の代表取
締役が土木作業現場で運転していたため安衛法第 62 条第 2 項違反を同社に対して勧告した。 
安衛法第 59 条は、危険・有害業務に対する労働者への特別教育の実施を定めているため違反行為の客体は、労
働者に限られるが、安衛法第 61 条の場合は違反行為の客体について同条 1 項は労働者に対して、同条 2 項は労
働者以外の事業主や一人親方についても違反が成立する。（00035 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 65 条の適用例 

有機溶剤業務等、一定の有害業務については作業環境測定士による作業環境測定を実施しなければならない
ところ、その頻度は６か月に１回であり、当該測定のための費用の負担が、経営上厳しいと申し立てる事業場
がみられる。（00074 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 66 条に紐づく労働安全衛生規則第 44 条の適用例 

使用する労働者に対し、1 年以内に 1 回、定期健康診断を受診させていないもの。（00055 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 78 条の適用例 

特別指定事業場に対する改善計画の提出。（00167 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 79 条の適用例 



食料品の製造を行う事業場において、短期間で立て続けに休業災害が発生し、また、当該事業場における災
害の度数率が同業種よりも高い水準にある等安全対策の取組み状況に問題が認められたことから、当該事業場
に対して安全に関する改善計画を作成するよう指示したもの。（00155 不明） 
 
●労働安全衛生法第 101 条の適用例 

SDS の周知方法（00167 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 101 条の適用例 

製造業を営む事業場において、労働安全衛生法や労働安全衛生規則等の要旨が関係労働者に対して周知され
ていなかったことから、当該事業場で行われる作業に関連した法令等の部分を抜粋して掲示等するよう指導し
たもの。（00155 不明） 
 
●労働安全衛生法第 103 条の適用例 

エチルベンゼンを取り扱う作業場において、常時作業に従事する労働者について、１月を超えない期間ごと
に法令で定める事項を記録していなかったもの。特別管理物質については作業の記録と 30 年間の保存が義務づ
けられているが、新たに特別管理物質として追加される物質が増えており、安衛法第 103 条の適用例が増えて
いる。（00206 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 103 条に紐づく労働安全衛生規則第 38 条の適用例 
 事業者が自ら行った特別教育の記録が保管されておらず、特別教育を必要とする業務に就く労働者に対して
当該特別教育が実施されているか否かが明らかでなかったことから、特別教育の実施時には安衛則で定める事
項を記録及び保存するよう指導したもの 
（00155 不明） 
 
●主に労働安全衛生法第 103 条に紐づく労働安全衛生規則第 51 条の適用例 

定期健康診断実施後、事業場において当該健診結果の個人票を保存していないことが判明し、本条文を適用
した。（00130 監督官・技官） 
 
●労働安全衛生法第 120 条の適用例 

臨検拒否に対する罰条の適用。（00167 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 122 条の適用例 

両罰規定。（00163 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 122 条の適用例 

法人の代表者等が、労働安全衛生法に違反し、同法に基づき罰則の適用を受けた場合において、同違反が業
務に関して生じた違反行為であったことから、当該法人に対しても罰金刑が課された。このような実行行為者
と法人の両罰を規定しているのは、労働安全衛生法の性格によくあらわすものと言える。（労働基準法も同
様）。（00147 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 122 条の適用例 

労働安全衛生法第 59 条第 3 項により、事業者は、一定の危険有害業務に労働者をつかせるとき、特別の教育
を行わなければならない。ここでいう「事業者」とは、法人企業であれば当該法人、個人企業であれば事業経



営主を指す。建設現場の現場代理人の指示により、労働安全衛生法 59 条第 3 項の特別教育を行っていない労働
者を、当該特別教育が必要な業務につかせた場合、法第 119 条第 1 号の規定に罰則があるが、法第 122 条の規
定により、法人又は事業経営主とともに実行行為者である現場代理人も処罰の対象となる。（00082 監督官） 
 
●労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル（00059 技官） 
 
【質問 2 に対する回答－省令関係】 
●主に労働安全衛生法第 12 条に紐づく労働安全衛生規則第 7 条の適用例 

未選任及び規模による衛生管理者選任数の不足。（00107 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 12 条に紐づく労働安全衛生規則第 4 条及び 労働安全衛生規則第 7 条の適用例、主に労
働安全衛生法第 13 条に紐づく労働安全衛生規則第 5 条及び労働安全衛生規則第 13 条の適用例、主に労働安全
衛生法第 18 条に紐づく労働安全衛生規則第 9 条の適用例 
（1）事案概要 
Ａ株式会社は、常時 50 人以上の労働者を使用し、△△業を営む事業者であるが、 
1 平成○年○月○日に常時 50 人以上の労働者を使用していたのであるから少なくとも同日 14 日以内に第一種

衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者ほか法令の定める資格を有する者のうちから衛
生管理者を選任しなければならなかったのに、これを怠り、以て、平成○年○月○日から平成●年●月●日
に至るまで産業医を選任しなかったものである。 

2 平成○年○月○日に常時 50 人以上の労働者を使用していたのであるから、少なくとも同日から 14 日以内に
法令で定める要件を備えた医師のうちから産業医を選任しなければならなかったのに、これを怠り、以て、
平成○年○月○日から平成●年●月●日に至るまで産業医を選任しなかったものである。 

3 平成○年○月○日に常時 50 人以上の労働者を使用していたのであるから、労働者の健康障害を防止するた
めの基本となるべき対策に関すること、その他法令で定める事項を調査審議させ、事業者に対して意見を述
べさせるための衛生委員会を設けなければならなかったのに、これを怠り、以て平成○年○月から平成●年
●月●日に至るまで衛生委員会を設けなかったものである。 

（2）常時使用労働者数の特定 
平成○年○月○日から平成●年●月●日に至るまでの間、常時 50 人以上の労働者を使用していたことを確
認する方法が問題となった。常時使用労働者数の特定の方法として、①タイムカードや出勤簿などを基に日
単位②賃金台帳などを基に月単位、または③源泉徴収票などを基に年単位の労働者数から把握する方法も考
えられた。 

 結局、最も厳格に考えて、タイムカードから、平成○年○月○日から平成●年●月●日までの間の日ごとの
実際の出勤労働者数を把握し、日々の出勤者数が 50 人を超えているこをもって、常時 50 人以上の労働者を
使用していたと判断した。（00063 監督官） 

 
●主に労働安全衛生法第 13 条に紐づく労働安全衛生規則第 13 条の適用例 

産業医の未選任 
労働者数が常時 50 人以上の事業場であれば、法違反になるからという理由だけではなく、実際に産業医を選

任して活動してほしいという意識は以前に比べて高くなっていると思われる。（以前は、名ばかり産業医とい
うのもあったと思う） 

現在、里道では産業医数が充足していないこともあり、産業医が選任できない事業場もあることから、安衛
則第 15 条の 2（50 人未満の事業場に対する努力義務）にあるよう保健師の代替が可能な省令改正はできないも
のかと思う。（医師会が反対すると思われるが）（00107 監督官） 



 
●主に労働安全衛生法第 14 条に紐づく労働安全衛生規則規則第 18 条の適用例 

作業主任者の周知について、作業場が複数離れた箇所にあるにもかかわらず、作業場所ごとに周知の掲示を
していなかったことから当該条文に抵触をしたもの。（00089 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 14 条に紐づく労働安全衛生規則第 18 条の適用例 

建設現場における足場・型枠などの作業主任者の氏名等周知義務違反（00107 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 14 条に紐づく労働安全衛生規則第 133 条の適用例（司法） 

A 社プレス工場プレスにおいて、同社の労働者がプレスの金型の交換部品を下型に置いた状態でプレス機を
作動させたため、その金型の交換部分が砕け飛び、破片が同労働者の首に当たり、失血のため死亡した。A 社
代表取締役は｢動力により駆動されるプレス機械を 5 台以上有する事業場において行う当該機械による作業｣が
あるにもかかわらず、プレス機械作業主任者を選任していなかった。（00053 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 14 条に紐づく労働安全衛生規則第 566 条の適用例 

足場作業主任者の職務義務違反（00107 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 18 条に紐づく労働安全衛生規則第 23 条の適用例 

安全衛生委員会については毎月開催の必要があるところ、審議事項の話題がなくなったなどを理由に、内容
が形骸化していたり、毎月の開催がなくなったりする事業場があるほか、産業医など委員会の構成員が揃って
いない月が多く事業場も認められるところである。 

審議事項については法律で示されているものの、上記のような事業場においては、委員会の具体的な運用
（法定の審議事項をどのような方法・基準で審議するか）について並んでいる場合がある。（00074 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 19 条に紐づく労働安全衛生規則第 23 条の適用例 

安全衛生委員会を毎月 1 回以上開催していない事案について適用。（00058 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 28 条の適用例 

精肉店において、客の注文に応じてミンチ機で挽肉加工する際、安全カバー（プロテクター）の無い状態で
加工作業を行い、ロールに巻き込まれ腕を切断した。（00160 技官） 
 
２ ラベル表示・SDS 交付対象物質のリスクアセスメント後の措置が不十分であること等による災害事例（労働
安全衛生規則第 577 条（発散抑制）、第 593 条（呼吸用保護具等）） 

発生月 概要 程度 
平成 29 年 11 月 鋳物製造工程において、中子を作る際に中子から木型が剥がれやすくする

ため、ノルマルへプタンを主成分とする薬剤を木型の内部に入って塗布す
る作業を行っていたところ、急性中毒・意識消失となったもの。 
本作業についてリスクアセスメントは実施していたが、有機溶剤中毒予防
規則等の特別規則の対象外であるとして、特段のばく露防止対策を実施し
ていなかった。 

休業 1 日 
（1 名） 

（00224 元技官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 123 条の適用例 



木材加工製品を製造する工場において、木材加工用丸のこ盤を使用して作業するに際し、木材加工用丸のこ
盤の歯に接触予防装置を設置していなかったもの。 

当該丸のこ盤を通常使用している労働者が作業を終え、丸のこ盤を停止させず、歯の回転を停止させないま
ま、その場を離れたところ、そこに、日頃は工場にはあまり立ち入らない事務員が通りかかり、偶々、躓いた
拍子に当該事務員が回転する歯に接触し、死亡した。 

労働安全衛生規則第 123 条は、「木材加工用丸のこ盤（製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤
を除く）には、歯の接触予防装置を設けなければならない」旨規定されており、本事案においては、製材用等
の除外規定に該当せず、同条文違反が適用されたもの。 

本件災害の直接原因は「歯の接触予防装置を設けていないこと」であるが、間接原因としては「作業者が丸
のこ盤を回転させた状態で作業箇所を離れた」ことも挙げられる。もし、接触予防装置が設けられていたとし
ても、作業者がいない状況下で丸のこ盤が稼動している場所に、他の労働者が立ち入った場合には、予測でき
ない状態が現出することも予想される。そう考えると、間接原因に関する再発防止対策から、同 123 条に限ら
ず、101 条以下の第１節「一般基準」の何処かに、「機械が稼動している場合には、作業者は当該箇所を離れる
ことを禁ずる」旨の明文規定の挿入を検討すべきと考える。（000248 元監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 20 条に紐づく労働安全衛生規則第 349 条の適用例 

電化製品量販店が、一般家庭より依頼された当該家屋の屋根上へのテレビ電波受信用アンテナの設置工事を
社員に指示。当該家屋の上空約 7 メートルには、7 万 7000 ボルトの特別高圧電線が架設されており、この特別
高圧電線は、当該地域一帯に一般民家が建築される以前から架設されていたものであった。 

指示された社員は、一人で現場に赴き、長さ 5 メートルの金属製のアンテナポールを持ち、高さ 4.5 メートル
の屋根上に上り、設置作業を始めたが、間もなく、社員が両手で保持していたアンテナポールが特別高圧電線
に接触。社員は感電し即死したもの。 

労働安全衛生法第 20 条を根拠とする安全衛生規則第 349 条では、「架設電線等に近接する場所での工作物の
建設等の作業を行う場合で、身体等が接触、接近することによる感電の危険が生ずる恐れがある場合には、①
電路の移設。②危険防止の囲いの設置。③電路への絶縁用防護具の装着を行うことのいずれかの措置を講じる
こととし、この 3 つの措置が著しく困難なときは「監視人を置き、作業を監視させること」と規定されており、
本事案は同条が適用となるものである。 

本事案は、7 万 7000 ボルトの特別高圧電線であり、①②③の措置は著しく困難なものでありため、監視人を
置き作業を監視させなければならないところ、その措置を怠っていたものであり、同条文違反が認められると
判断されたもの。 
 違反事項としては、上記のとおりであるが、本件において安全衛生規則第 349 条に定める「監視人を置き、
作業を監視させること」を実施すれば本件災害を防ぐことが出来たのか、との疑問が残る。その観点から検討
するに、上空 7 メートルに特別高圧電線が架かる家屋の高さ 4.5 メートルの屋根上に上り、長さ 5 メートルの金
属製ポールを持ち、その設置作業を行う状況下で、作業者とは別に監視人を置き作業を監視させたとしても、
屋根上から高さ 2.5 メートルの位置に特別高圧電線が架けられている訳であるから、その位置で長さ 5 メートル
の金属製ポールを両手で保持して作業を行った場合、誘導電流の発生が無かったとしても、金属製ポールが特
別高圧電線に接触する蓋然性は極めて高く、それを監視人からの指示により防ぐことは、極めて困難であると
言わざるを得ない。 
 そう考えた時、同規則 349 条が言う「監視人を置けば、措置を講じなくても良い」との規定を削除し、当該
場所での各種措置が困難な場合には作業を禁止することとする以外に、同種災害の防止は難しいものと思われ
る。（000248 元監督官） 
 
●労働安全衛生法第 21 条に紐づく労働安全衛生規則第 266 条の適用例 



製鉄事業場において、石炭塔ホッパーに DAPS 炭と呼ばれる乾燥炭を貯めていたところ、自然発火し、発熱
を解消しようと作業を行っていたが、爆発火災が発生し、付近で作業していた 15 名が熱傷し負傷したもの。
（000157 監督官または元監督官） 
 
●労働安全衛生法第 22 条に紐づく高気圧作業安全衛生規則第 37 条の適用例 

海上交通の事業場において、自社が所有する船舶のプロペラ修理のために、水中眼鏡と潜水スーツ、アクア
ラングのみを着用して海中に入ったが、いつまでも浮上してこないため捜索したところ、海底に沈んでいると
ころを発見された。水中時計，水深計，及び鋭利な刃物を携行させるほか,救命胴衣又は浮力調整具を着用させ
ていなかった。（000157 監督官または元監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 22 条に紐づく労働安全衛生規則第 577 条、第 593 条の適用例 

「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」資料 
特別規則対象外物質による典型的な災害事例 
 
●主に労働安全衛生法第 45 条に紐づくクレーン等安全規則第 34 条の適用例 

クレーン設置後年 1 回の自主検査について、定期自主検査指針に基づいて検査を実施していなかったため当
該条文に抵触をしたもの。（00089 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 45 条に紐づく労働安全衛生規則第 151 条の 21 の適用例 

フォークリフトについて、1 年を超えない期間ごとに 1 回、定期自主検査を実施していない。 
・法 45 条に基づく各種の定期自主検査は、よく適用する項目となる。 

大企業ではほとんど違反はないが、町工場などでは忘れられていることもよくある。（00027 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 45 条に紐づく労働安全衛生規則第 151 条の 21 の適用例 

フォークリフトについて、１年以内ごとに１回、定期に（特定）自主検査を行っていないこと。（00054 監
督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 57 条に２の適齢例 

有害物質に係る安全データシート等の通知文書が備え付けられていない事業場が備え付けられていない事業
場が中には認められるところであるが、その原因として、事業主の法律の不知などによるほか、提供者から事
業場に対して同通知文書（SDS）が交付されていないことが一因であるときも認められる。（00074 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 57 条に 3 に紐づく労働安全衛生規則第 34 条の 2 の 7 の適用例 

化学物質リスクアセスメントの実施義務を規定した本条については、施行されてから日が浅く、化学物質を
取り扱っているにもかかわらず未実施である事業場もみられるところである。 
そのような事業場では、リスクアセスメントの実施方法について理解が不足しており、その運用方法に悩みを
持つこともあるため、安全データシートの周知促進に合わせて、コントロールバンディング等簡易に化学物質
リスクアセスメントが実施可能な方法の周知も行う必要がある。（00074 監督官） 
 
●労働安全衛生法第 61 条に紐づく労働安全衛生法施行令第 20 条第 16 号の適用例 

被疑会社は、精錬事業を営む事業者、被疑者は、被疑会社の取締役として実質的経営者であるが、被疑者は
被疑会社の業務に関し、被疑会社の労働者 2 名に、電解槽に入れる予定の板をプレスでまっすぐに矯正する作
業を行わせるにあたり、法令の定める玉掛け業務の資格がない労働者 2 名をつり上げ荷重 2・8 トンの天井クレ



ーンの玉掛けの業務に就かせたものである。（00166 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 66 条の 8 の 3 に紐づく労働安全衛生規則第 52 条の 7 の３の適用例 
・タイムカード等客観的な方法で労働時間の状況を把握していない。 
・本来は労働基準法に設けられる規制だと思うが、健康管理という面から安衛法に設けられた規則となってい
る。 

労働基準法 32 条などとセットでよく適用される。 
（00027 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 66 条 8 の 3 に紐づく労働安全衛生規則第 52 条の 7 の 3 の適用例 

労働時間を把握していない。（00005 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 66 条 8 の 3 に紐づく労働安全衛生規則第 52 条の 7 の 3 の適用例 

労働者の出勤（欠勤）状況を出勤簿に押印させることによって把握しているのみで、始業時刻、終業時刻、
各日の時間外労働時間数などを把握することなく、タイムカードによる記録、パーソナルコンピューター等の
電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により労働時間を把握しているとは認めら
れなかった。（00007 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 100 条に紐づく労働安全衛生規則第 95 条の 6 の適用例 

厚生労働大臣が定める物質を取り扱っている事業場で、当該物質を 500 キログラム以上取り扱っている場合
は、1 年間の取扱量を翌年の 1 月 1 日から 3 月 31 日までに有害物ばく露報告を所轄の労働基準監督署長に報告
していなかったもの。 

労働安全衛生法 100 条に紐づく省令は、その報告期限として概ね「速やかに」「遅滞なく」「あらかじめ」
など期限の目安を示しているが、労働安全衛生規則第 95 条の 6 で定める有害物ばく露報告の報告期限は、厚生
労働省告示で示されている。（00035 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 100 条に紐づく労働安全衛生規則第 96 条の適用例 

研削といし破裂による事故報告書未提出。（00160 技官） 
 
●主に労働安全衛生法第 101 条に紐づく労働安全衛生規則第 98 条の 2 第 1 項の適用例 

SDS の周知方法（00167 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 103 条に紐づく労働安全衛生規則第 135 条の 2 
の適用例 

プレス自主検査の 3 年間保存。（00167 監督官） 
 
●主に労働安全衛生法第 103 条に紐づく労働安全衛生規則第 23 条の適用例 

ある企業の労働組合役員より「自分は当社の衛生委員会の委員であるが、毎月 1 回の衛生委員会に産業医が
出席してこないことが多い。産業医を強制的に出席させる手段はないのか？ 産業医が出席しないと衛生委員
会が成立しないというような法律の規定はないのか」との質問が寄せられた。 

当該質問に対しては、次のように回答したもの。 
「産業医は事業場の「産業保健の中心的役割を担っているもの」であり、安衛法 14 条の関連する産業医の職務
に関する通達でも「衛生委員会等に出席して医学的見地から意見を述べること」などが求められている。但し、



強制的に出席しなければならないというような規定はない。ご質問の衛生委員会の開催要件の規定は、23 条第
2 項の「衛生委員会の運営について定める事項」に該当するものであり、委員会が定めるものである。よって、
委員会の規定に「開催要件の一つ産業医の出席」を加えることになれば、その出席への強い後押しにはなると
思われるので、労使双方の委員で協議されては如何か」。 

衛生委員会の充実に関して、平 18.2.24 基発第 0224003 号において、衛生委員会における医学的、専門的見地
からの意見の重要性に鑑み、「産業医や衛生管理者について、その適正な選任はもとより、衛生委員会等への
出席の徹底を図り、その役割が適切に果たされる必要があること」と示されている。すなわち、衛生委員会へ
の産業医の出席については、法による規制ではなく、衛生委員会を主宰する当該事業場の自主性に委ねる方策
を選択したものである。これにより、産業医の衛生委員会への関わり、引いては当該事業場の安全衛生水準の
向上に繋がれば、法の意図した大きな成果と言えるものと思われる。 

しかしながら、前述のように衛生委員会に出席しない産業医が一定数存在するのであれば、産業医への法的
規制も考慮する必要があるとの意見が出てくることも想定される。 

これに対しては、何らかの調査の実施により、実態把握を行い、事前に方向性を決めておく必要があるので
はないだろうか。（000248 元監督官） 
 
  



質問 3 
現在の労働安全衛生法について、専門家が本格的に検討すべきと思われる課題を、次のうちから 3 つ選んで下

さい。 
①条文に出てくる「危険を及ぼすおそれ」とは何か、どのように判断すべきか 
②条文に出てくる「常時」とは何か、どのように判断すべきか 
③条文に出てくる「事業者」とは誰か、どのように判断すべきか 
④建築工事での労災を防止するため、その設計者、発注者などに法的義務を課すべきか、課すとすればどのよう

な義務を課すべきか 
⑤機械作業での労災を防止するため、製造業者・加工業者などの譲渡提供者に法的義務を課すべきか、課すとす

ればどのような義務を課すべきか 
⑥化学物質による被害を防止するため、その物質の製造業者・加工業者などの譲渡提供者に法的義務を課すべき

か、課すとすればどのような義務を課すべきか 
⑦事業規模を問わず、経営層の安全衛生の意識と知識を高めるための方策 
⑧中小企業の安全衛生管理を向上させる方策 
⑨安全の専門家の企業や社会での地位の現状と向上策 
⑩衛生の専門家の企業や社会での地位の現状と向上策 
⑪アメリカのインダストリアル・ハイジニストのような高レベルの化学物質管理の専門家向けに国家資格を創設

すべきか 
⑫ハザード（物質そのものの危険有害性）より、リスク（それが実際に被害を引き起こす可能性や生じ得る被害

の重さ、管理方法の有無など）を重視した、柔軟性やメリハリのある化学物質管理規制のあり方～危険有害物
質への労働者のばく露を有効に管理するための規制方法を含む～ 

⑬化学物質の製造業者・加工業者などの譲渡提供者に提供させるべき情報の範囲と提供先 
⑭増加する高年齢者に多い安全衛生上のリスクを考慮した規制のあり方 
⑮複数ある健康診断制度の再編 
⑯地域と職域の健康管理の連携を進めるための方策 
⑰クラウドワーカーや委託就労型労働者など、多様な就業、契約形態のもとにある者への安全衛生法規則のあり

方 
⑱派遣労働者に対して安全衛生法の実施を果たす責任は派遣元・派遣先のどちらが負うか（派遣法第 45 条で既

に規定されたものを除く） 
⑲労災をめぐる民事裁判での安全衛生法の意義（法的効力） 
⑳産業ロボットへの接触に関する規制のあり方 
回答（選択肢について） 
7、12、20（00074 監督官） 
1、2、19（00054 監督官） 
1、2、14※1、2 に関して司法・監督時には悩むケースが多い。（00081 監督官） 
1、15、17（00077 監督官） 
2、6、12（00161 技官） 
2、8、12（00204 監督官） 
4、9、17（00222 元監督官・元技官） 
1、2、4（00122 監督官） 
1、2、14（00256 元監督官） 
1、2、18（00163 監督官） 
2、11、15（00286 技官） 



2、17（00078 監督官） 
2、7、8 （00005 監督官） 
1、2、18（00275 元監督官） 
4、5、6（00223 技官） 
1、3、9 （00259 監督官） 
1、7、15 （00287 元監督官） 
7、13、14（00264 元監督官） 
1、8、14（00035 監督官） 
2、6、12（00167 監督官） 
1、2、14（00112 技官） 
1、4、16（00160 技官） 
4、6、14（00053 監督官） 
2、19（00177 監督官） 
2、7、8（00007 監督官） 
4、8、17（00147 監督官） 
2、12、14（00063 監督官） 
2、7、14 （00087 監督官） 
2、18、19 （00107 監督官） 
1、2、8 （00212 監督官） 
2、13、20 （00072 監督官） 
5、6、14（00024 監督官） 
4、8、17（00268 元監督官） 
2、7、14（00059 技官） 
1、2、18（00186 監督官） 
1、2、8（00040 監督官） 
7、14、17（00017 記載なし） 
7、12、17（00184 技官） 
5、7、17（00240 元監督官） 
2、12、15（00113 技官） 
2、3、14（00132 監督官） 
2、5、15（00141 技官） 
1、2、8（00142 技官） 
3、7、16（000217 元監督官） 
2、9、12 「常時性」については、有機則や特化則に「臨時の作業」についての解釈があることから、その裏返
しが常時行われる作業、すなわち作業工程の中でサイクル的に実施される作業と理解できますが、その頻度に
ついて、些かの疑義があることも事実です。（000283 技官） 
1、2、14（000248 元監督官） 
2、8、12（000127 監督官） 
1、5、8（番号なし森山 監督官） 
2、7、16（000236 元監督官） 
1、2、4（000157 監督官または元監督官） 
2、6、17（000057 監督官） 
1、2、19（000155 不明） 



2、7（00130 監督官・技官） 
2、8、12（00058 監督官） 
1、2、15（00027 監督官） 
1、2、3（00174 監督官） 
2、8、12（00228 元技官） 
2、7、14（00055 監督官） 
2、4、8（00121 監督官） 
1、2、14、19（00162 監督官） 
1、5、7（00185 技官） 
4、8、15（00076 監督官） 
9、10、12（00071 監督官） 
2、4、5（00082 監督官） 
1、14、17（00088 元監督官） 
1、2、18（00089 監督官） 
1、2、6（00166 監督官） 
4、5、6、7、12，15（00170 不明） 
1、2、14（00173 技官） 
2、5、14（00180 監督官） 
1、2、3（00181 監督官） 
5、14、15（00196 監督官） 
1、2、17（00205 技官） 
1、2、5（00206 監督官） 
2、8、11 （00224 元技官） 
回答（その他） 
●特に特別有機溶剤など近年の法改正の条文についてであるが、複雑・難解な表現が多く、内容の理解が難し
いものがあるので、万人が法の趣旨を理解できるような内容を目指すべきかと思料する。（00074 監督官） 
●当然、法の適用を受け、規制しなければならないが、（災害の頻度が高いとか、同種の災害の範疇でありな
がら、適用されないケース条文で示されている例示に記されていなかったり、少しの文章表現で違反認定がで
きなかったりする。また、意図的に構成要件を外すことによって法の適用から逃れたりするケースを洗い出し、
対処した方が良いものと思料します。（00081 監督官） 
●労働安全衛生法を刑罰法規として適用することを念頭にした各法条文の規制内容の明確化。（00078監督官） 
●①については RA の概念（許容できないリスク）と共通化。（00160 技官） 
●簡易な法体系にすること。理由：現在の複雑な法令体系は、罪刑法定主義の観点から問題があると思料する。
また、労働法令は、保護対象となる労働者（未熟練、若年、外国人）が読んで理解できる内容にすべき。
（00177 監督官） 
●就業構造が変化する中、第三次産業の占める割合が多くなっているが、一方で、労働安全衛生法例は、第一
次・第二次産業を主たるターゲットとしている印象があるものである。第三次産業に対する実効的な対策等に
ついて、議論をいただきたい。（00147 監督官） 
●安衛法で規定された各種資格について、事業者が自社の労働者について、有資格者かどうかを確認する義務。
今の法体系では、有資格者かどうか、確認していないので知らなかったといわれてしまえば、処罰できないこ
とがある。（00107 監督官）  
●活用されていない制度の活性化を図る方策を検討すべき（たとえば法第 99 条の 2、第 99 条の 3。法改正によ
り折角導入された制度にも拘らず、運用されたのは法改正後ごく僅かの期間のみ。現在は全く実績がない模



様）。（00268 元監督官） 
●労働基準法、労働安全衛生法は、学校教育の中では詳しく教育していない。中学、高校の段階で、しっかり
教育すべきである。社会に出てからも法令の知識のない者が多い。事業者、労働者に対して最低の知識を教育
すべき。（00141 技官） 
●（1）労働者の措置義務違反に対する反則通告制度の導入。 
（理由） 

無資格作業や保護具の未使用については，事業者だけでなく，無資格作業や保護具未使用であった者（労働
者）への厳格な法適用が必要と考えられるところ，現状，当該違反については，させた（させなかった）側の
事業者を法違反として送致することはともかく，やった（しなかった）労働者をその義務違反で送致している
のは限定的である。やらされたといえども労働者は紛れもなく法違反の実行行為者であるのにもかかわらず，
「やらされた＝被害者」のようになってしまっているのではないだろうか。 

交通違反の反則通告制度を参考に，監督官の臨検時の資格確認において運転者の資格証の不携帯を現認した
場合やマスクの未着用などは当該作業を行う労働者自身にも法違反がある（例えば，臨検時に資格証の不所持
ならば運転者に 61②違反か 61③違反がある。マスクは「着用を命じられている」という前提条件はあるが）の
だから，交通違反でいうところの「青切符」で反則金の納付をさせてもよいのではないだろうか。 
（2）化学物質曝露対策のベースとなる規則の制定（既存の規則の整理・見直しも含む） 
（理由） 

有機則や特化則等では，化学物質の有害性（急性中毒や発がん性）に着目した規制となっている。 
しかし，例えば，特別有機溶剤は発がん性があるものとして特化則で規定されながらその使用方法が有機溶

剤と同様であることから有機則を準用していたり，リフトラクトリーセラミックファイバーはもともとその性
状から粉じん則の適用を受ける場合があるなかさらに特化則で規定されたり，最近では，「溶接ヒューム」と
いったもはや化学物質名とは言えないものが特化則の適用を受けたりと，垣根がなくなってきているのではな
いだろうか。 

そしてこのような規定方法が，一般人をして極めてわかりにくい内容の法律になっている原因ではないかと
思われる。 

現在の法規制を受ける物質を変更するということではなく，有機則をみても特化則をみても粉じん則をみて
も「局排」や「呼吸用保護具」が規定されているのだからそれらをまとめることができるのではないだろうか。 

そして，その場合，化学物質の毒性に着目するよりまず，性状に伴う利用（作業）方法に着目して規制する
ほうが，わかりやすいのではないだろうか（「毒性強いからちゃんとやるけど弱いから多少吸っても大丈夫」
とはならないと思うのです。極端な話，フッ化水素水溶液とアセトンは液体という点で同じ，溶接ヒュームも
粉体である特化物も粉体である点で同じと考えて規制する） 。 

また，前述したいわば「基本的措置」に加えて対象化学物質ごとに特別にとるべき措置が生じた場合でも，
物質ごとの条文を作るのではなく（特化則 38 の〇のようなもの），当該措置もまた「基本的措置」部分に追加
（必ず同様の措置を講ずるべき別の物質が出てくると思われる）し，物質ごとにどの基本的措置を講ずる必要
があるのかを一覧表形式で明示する等がわかりやすいのではないだろうか。 
（00071 監督官） 
●司法事件として法令を適用する際、通達、判例等において取り扱われていない条文の解釈に苦慮することが
あり、専門家において検討していただきたい。（00082 監督官） 
●医師による面接指導の対象となる長時間労働者がダブルワーク、トリプルワークを行っている場合、実施義
務のある事業者をどちらとするか、また、各事業者から医師への情報提供のあり方をどうすべきか。（00141監
督官１） 
●安衛法・安衛則共に、条文ではなく通達にて解釈され、定義があいまいなのが問題ではないか（00170不明） 
●15 については、行政指導（通達）によるものについても検討が望まれます。（00189 技官） 



●労基法時代から歴史を積み重ねてきた結果、複雑怪奇な安衛法令です。特定機械や化学物質の専門性分野も
含めて、分野別分類をしっかりと区画し、その中で橋渡しをする工夫を行い、一般の労働者（社会人）にも分
かり易い、シンプルな法令を目指しましょう（000283 元監督官） 
●クラウドワーカー、ギグワーカーなど多様な就労形態が増加していますが、労働基準法の労働者の定義を再
構築しないと、労働安全衛生法における法規制のあり方を論じることはできないのではないかと思われます。
（000127 監督官） 
●特別刑法の側面からの検討に厚みを持たせていただきたいと考えます 
 同法はその性質上、政省令委任のみならず JIS 等の他基準の援用に加え、累積した膨大な行政通達が一体とな
って運用されている。他方、このことは、犯罪たる同違反の構成要件の不明瞭化を招いている。同法運用の信
頼性確保のためには同法違反と罪刑法定主義との整合性を視野に置いた検討も重要と考える。 

参考文献（名称等不明瞭） 
寺西 元神戸地検検事正「労働安全衛生法違反の刑事責任」 
法務総合研究所「法務研究『労働安全衛生法違反被疑事件の研究』」（000236 元監督官） 

●化学物質規制の局所排気装置の設置に関し、多くの事業場が対応に苦労しているいくつかのケースに関し、
具体的改善策を提示すること。（例：資金力が乏しい小規模事業場の屋内作業場において、床面の広範囲に渡
り、金属部材を並べ、第 2 種有機溶剤を用いて吹き付け塗装を行う場合（000157 監督官または元監督官） 
●安衛法第 30 条、第 30 条の 3、第 31 条、第 31 条の 3、第 32 条において「注文者」「発注者」「特定元方事
業者」「請負人」の各々の負うべき責について、現状より明確に解される文言で表れるべきと思料します。
（00130 監督官・技官） 
●・政令・省令とその法の根拠条文の適否（法に根拠のない省令の扱いを含む） 
・行政指導、司法書士の双方に安衛関係法令を適用する現状の適否 
・使用停止等処分の他に営業停止処分等新たな行政処分を設けることの適否（00181 監督官） 
 
  



質問 4 
現行の労働安全衛生法について、改正が必要と思われる内容をお示し下さい。 

■質問 4（規制の充実：一般） 
1 KY 等の安全活動の義務化 
提案文 KY などの安全活動の実施義務化 

（00142 技官（1）） 
結果 不採用 
議事録 （2021 年 8 月 28 日） 

三柴 現行の枠組みでは、安全衛生委員会が安全パトロールを実施するなどして、それを取っ掛かり
にして任意の KY につなげるもよしといった感じで、法令に書くような内容でもないという気がし
ます。海外をみても、KY に相当するような内容を法で義務づける例はあまり聞いたことがありま
せん。せいぜい委員会等の組織が職場を巡回する、あるいはリスクアセスメントに関与する、など
といった内容になっていると思われます。 

藤森 安衛法第 28 条の 2、すなわちリスクアセスメント実施の局面では、直接に規定されていなくて
も KY という活動は従前から行われており、リスクアセスメント関連の指針においても最初にリス
クを把握する段階で KY の第一ラウンドが始まります。なので、法律で義務化する段階にまで至っ
ていないのではないかと思います。 

三柴 ありがとうございました。ご異論がないようでしたら、この提案は採用せずということにした
いと思います。 

森山註 KY に つ い て 、 参 考 ： 中 央 労 働 災 害 防 止 協 会 「 危 険 予 知 訓 練 （ KYT ） の 進 め 方 」
https://www.jisha.or.jp/zerosai/kyt/file04.html 

 
2 業種にかかわらない安全管理体制義務化 
提案文 第三次産業等に対する法的規制を強化する必要があるものと思料します。 

具体的には、業種により法的に義務がない安全管理者（安全衛生推進者）の選任や安全委員会の開催
について、業種に限らず一定規模の全ての事業場で選任、開催するよう法制化を検討する必要がある
ものと思料します。 
（安衛法第 11 条、12 条の 2、17 条） 
現行、安全推進者の配置をガイドラインで示していますが、労働災害は減少せずに増加しています。 
（00205 技官（1）） 

結果 検討に値する。 
議事録 （2021 年 8 月 28 日） 

三柴 そもそも管理体制の義務規定から第三次産業を外していたのはどのような経緯からでしょう
か。畠中先生、いかがでしょうか。 

畠中 はっきりしたことは憶えていませんが、ある程度適用対象を絞ったうえで実効性を高めるとい
った議論だったような気もします。 

三柴 そうすると、時代状況の変化に応じて適用対象を拡大することも可能でしょうか。 
畠中 いわゆる「その他の業種」〔註：労働安全衛生法施行令第 2 条第 3 号の業種〕が規模に関わら

ずに対象外とされている現状はおかしいと思います。 
三柴 安全衛生を重視している会社であれば安全衛生のスタッフを配置すると思いますが…。 
畠中 ただ、安全管理者であるとか安全委員会といった重々しい制度を、規模の小さい会社にまで罰

則付きで義務づけるのもどうかなという気がしないでもないですね。 
三柴 そうすると、第三次産業に対する適用をすでに適用されている事業と同レベルまでに引き上げ

https://www.jisha.or.jp/zerosai/kyt/file04.html


ることになるのか、あるいは全体的に緩和した形で規制をかけることになるのか、畠中先生のバラ
ンス感覚ではいかがでしょうか。 

畠中 規制の網をかけるべきとするのも考え方の一つかと思いますが、全てに規制をかけるというこ
とは、遵守されない可能性も出てくるわけで、そういう意味で実効性も考えながら適用対象の業
種・規模を考えていかなければならないと思います。 

三柴 小売や第三次産業に安衛法の規制をどの程度強化すべきかについて行政でも検討会が開かれて
いますが（以下通信障害により聴き取り不能） 

畠中 実務の方のご意見をお聴きになるべきかと思います。 
三柴 ありがとうございました。 

森山註 安全管理者、安全委員会、安全衛生推進者の選任義務のある業種は、 
林業 
鉱業 … 鉱山保安法の適用を受ける事業場を除く。 
建設業 … 除染の事業は建設業に含まれる。 
運送業 
清掃業 … 廃棄物処理業を含む。 
製造業（物の加工業を含む。）  
電気業 
ガス業 
熱供給業 
水道業 
通信業 … 主に郵便局など。 
各種商品卸売業 … 総合商社。 
家具・建具・じゆう器等卸売業 
各種商品小売業 … 百貨店、デパートを指す。 
家具・建具・じゆう器小売業 
燃料小売業 … ガソリンスタンドなど。 
旅館業 
ゴルフ場業 
自動車整備業 
機械修理業 

※上記以外で、安全に係る災害が多い業種の例： 

• 食品卸売業（食品の仕分け、運送を行う。フォークリフト、台車等による倉庫内仕分け作
業、トラック配送など。貨物自動車運送事業法の適用を受けないため労基署だけが指導を行
う。） 

• 大規模な食品小売店（食品仕分けなど、整理、品だし、惣菜製造など） 

• 飲食店（料理は製造業に近い。） 

• 老人介護施設 

• 林業以外の農業 

• 厩舎（競走馬の飼育） 
分類法が異なるが、度数率等は次のとおり 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/saigai/19/dl/2019gaikyou.pdf 
 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/saigai/19/dl/2019gaikyou.pdf


3 各溶剤の有害性に応じた規制内容・規制緩和 
提案文 有機則第２条の適用除外基準に関し、第 1～3 種という大くくりな規制ではなく、取り扱い化学物質

の有害性（たとえば発がん性の有無）に応じた基準を設定し、物質によっては規制緩和とすること。 
（000157 監督官または元監督官（1）） 

結果 検討に値する。 
議事録 （2021 年 8 月 28 日） 

三柴 これは化学物質管理を物質のハザードに応じて綿密化するということですね。特別規則による
具体的な規制を止めて、物質ごとのリスクに応じた対応を自主的に図らせるという提案だろうと思
います。最近の化学物質管理検討会では、今後の中長期的な展望として特別衛生規則は廃止し、基
本的にリスクアセスメントを中心とした規制に改めてゆくという方向性になっています。そして
GHS 分類がなされている物質については、SDS の交付なりラベルの貼付なり、基本的な要件を課
してゆく方向で、順次対象物質を増やしてゆくところまで決まっています。この提案は、今進めら
れている政策と同じ方向性なわけですが、検討会の最後の方で某委員から、日本人は自主的に管理
を進めるのは不向きなのではないか、行政に箸の上げ下げまで決めてもらった方が行動しやすい種
族なのではないかといった意見があり、それはそれで一理あるなと思いつつ聴いていました。た
だ、この点一応決まった方向性であるので異論を挟んでも仕方ないのかもしれませんが、この辺り
はどのようにお考えでしょうか。言わば「化学物質管理の性能要件化」、あるいは自主管理化とい
うことになると思われます。 

検討会の方向性について、唐澤先生はどのようなご意見だったでしょうか。 
唐澤 思い切ったまとめ方をされたなと思いました。私としてはいろいろな意味で危惧を抱いていま

して、化学物質の自主管理ということで事業者の自主管理に任せるということなのですが、日本の
大企業であっても果たして的確に対応できるかどうか。そのような懸念があります。また、中小零
細企業にとっては人材不足や専門的知識の不足等ゆえに、現場からすれば国が SDS や曝露限界値
を決めてくれた方がやりやすいでしょう。事業者の自主管理に委ねるというのは非常に勇気ある打
ち出し方だと思いますが、現場がこれに追いついていけるかどうかは難しいのではないかと思いま
す。去年と今年、アスベストに関する最高裁判決が下されましたが、規制権限のある行政機関は適
宜リスクを的確に評価して適切な規制を行わないと違法になるとのことでした。これに堪えられる
のかどうか、疑問を感じております。 

三柴 ありがとうございました。おっしゃることはよく分かります。一方で中小企業、特に零細企業
での特別規則外の災害が多いという実態があり、それを前提に検討会が始まったという経緯があり
ました。今回の法令改正の提案で、少なくとも災害は一時的にか永久的にか増加するだろうと思い
ます。ある種のショック療法として、自分たちの頭で対策を考えさせ自主管理を促すということを
行うには、また専門家が尊重される社会をつくるには、自主管理を行わなければならないと思うの
ですが、確かに難しいところではあります。この点は危惧もあるものの、現在とるべき政策の方向
でもあると思います。 

 
 
4 事務所衛生基準規則の充実 
提案文 事務所衛生基準規則 

環境測定では、デジタル化などで、簡便に正確に測定することが可能であることから、機器の選定
（8 条）や測定者の要件（資格）を含めて見直しが必要。また、休養室（21 条）では、部屋の大き
さ・空調など一定の基準や、救急用具・設備（23 条）では、自然災害への救急対応を視野に入れた内
容の検討が指摘されます。 



（00283 元監督官（2）） 
結果 デジタル粉じん計の使用を認めるかという点については、検討に値する。 

その他の事項については、提案内容が不明確のため不採用。 
議事録 （2021 年 8 月 28 日） 

三柴 この提案は、事務所則上の作業環境測定については、現行のルールで定められた以外の方法で
もいいのではないか、ということでしょうか。 

森山 私もこの提案の内容は抽象的すぎて分かりかねるところがあります。 
三柴 推測になりますが、要は作業環境測定については一定の測定基準がありますが、事務所則の対

象となる空間においては、現行の規制よりももう少し簡便な方法でもいいのではないか、少なくと
も新しい測定機等は規制にはのらないけれども、そういうものも使用できるように緩和してもいい
のではないか、といった趣旨ではないかと思うのですが…。作業環境測定をどうするかにつては歴
史的な問題であるけれども、事務所については比較的緩い規制にするという点についてはいかがで
しょうか。篠原先生、いかがですか。 

篠原 衛生委員会が実際に取り組んでいる事業所はあるようですが、私は事務所則についてはさほど
意識しておらず、詳しく踏み込んだことがありません。 

三柴 そうなると、この提案は不採用ということにしましょう。 
玉泉 事務所則では粉じんの測定をろ紙で実施しなければならないとされています。つまり、ハイボ

リやローボリで測定しなければならないわけですが、提案の趣旨は「デジタル粉じん計でもいいの
ではないか」ということではないでしょうか。 

三柴 ありがとうございます。では、事務所則の提案については、デジタル粉じん計の使用を認める
かという点で、ご異論がなければそのようにしたいと思います。 

 
 
5 簡易リフト規制を全業種に適用拡大 
提案文 安衛令第１条第９号の簡易リフトの定義について、現行は「労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）別

表第１第１号から第５号までに掲げる事業の事業場に設置されるものに限る」に限定しているが、商
業等他業種においても簡易リフトが広く利用され、実際に死亡災害が発生しているところから、適用
範囲を全業種に拡大すること。 
（000157 監督官または元監督官（2）） 

※→反対の意見として、54 参照 
結果 検討に値する。 
議事録 （2021 年 8 月 28 日） 

三柴 双方〔この提案文とその反対意見〕の意見は矛盾・対立しているものでしょうか。つまり、後
者の意見は規制の簡素化を提言しているだけの話ではないでしょうか。そうすると、簡易リフトに
ついても規制をするならするで、それも含めて一律に分かりやすい形で規制をかけるということで
あれば、両者は整合するのではないでしょうか。 

近藤 そうかもしれません。 
三柴 そういう前提で、簡易リフトについての規制強化についてはどのようにお考えでしょうか。玉

泉先生、いかがでしょうか。 
玉泉 建築基準法の電動ダムウェーターは安衛法の簡易リフトとは少々異なるものですが、簡易リフ

トについて建築基準法で規制しても、実際に建築基準法に基づいて（建築基準法の監督官庁が）監
督することはありません。ですから、現場へ行くのは（建築基準法の監督官庁が行う）臨検監督で
はなく、事故が発生した後に警察官が捜査に向かうだけの話になります。なので、現実の災害防止



という観点からすると、むしろ安衛法に一本化したうえで労基署が頻繁にチェックする体制にした
方がよろしいのではないかと思います。エレベーターについても同様です。建築基準法（やその監
督官庁）のみに任せてしまうと検査は実施するのですが、それ以外の点で規制が行き届かないの
で、災害防止にはつながらないと思います。1 t 未満になるとそうですし、簡易リフトについても同
様であると個人的には考えています。 

三柴 簡易リフトについての規制を拡大し適用業種を増やすことについては玉泉先生も賛成というこ
とで、ただしこれは安衛行政に係らしめるべきであって、建築基準法に位置付けてしまうと却って
野放しになってしまうということだと思います。 

森山註 簡易リフト以外のエレベーターも同様の状況にある。詳細は、54 参照。 
 
 
6 規制対象の漏れ（例：乾燥設備） 
提案文 同一の機械設備を同様の条件で使用していたとしても、使用する目的の違いによって、法令の規制の

対象外になると解されるものが一部存在すること（例：乾燥設備について、物の加熱乾燥を行うもの
は対象となるが、同一の使用条件で乾燥を伴わない焼結や熱硬化反応等のみを行う場合には対象とな
らないと解される）。（000155 不明（3）） 

森山註 同様の例： 
安衛則第 485 条 事業者は、チェーンソーを用いて行う伐木の作業又は造材の作業を行うときは、労

働者の下肢とチェーンソーのソーチェーンとの接触による危険を防止するため、当該作業に従事す
る労働者に下肢の切創防止用保護衣（次項において「保護衣」という。）を着用させなければなら
ない。 

結果 安衛則第 485 条を改正して適用の対象となる作業を一般的なものとすることに賛成。 
適用対象を一般論としていかにしていくかということは、今後の検討課題とする。（なお、この問題

については、分担研究報告書「労働安全衛生法第 26 条及び第 27 条の逐条解説」の 2.8.4 において
も検討した。） 

議事録 （2021 年 10 月 23 日） 
森山 チェーンソーについては、最近新たに切創防止用保護衣の着用義務規定が設けられました。こ

の保護衣はズボンの中に糸のようなものがたくさん入っていて、チェーンソーが触れるとチェーン
ソーの刃に糸が巻付いて停止する仕組みになっています。しかし対象となるのは「チェーンソーを
用いて行う作業」等ではなく、チェーンソーを用いて行う「伐木の作業又は造材の作業」という限
定的なものとなっています。このように、規制対象をわざわざ限定する必要があるのか、「チェー
ンソーを用いて行う作業」全般を対象とすればいいのではないか、というものです。あえて規制対
象を限定した結果、たとえ死亡災害が発生しても同条を適用できない事案が多々あるということだ
と思います。 

三柴 これも本日の冒頭でお話ししましたし、本プロジェクトの一貫した課題としているところの、
罪刑法定主義の要請を踏まえた規則等の定めの範囲の問題ですね。罪刑法定主義の要請からは、そ
こである程度狭く定めないと立件も難しい、つまり何をやってはいけないかを特定しないといけな
い一方で、特定しすぎてしまうとそこから漏れるリスクが生じるという問題です。ちなみに、この
提言では何をどうすべきであると主張しているのでしょうか。 

森山 何をどうしろという提言ではないようです。 
三柴 ですよね。 



森山 ただ、現場的な目線からすれば、もう少し広範な作業に考えを及ぼして、より精緻な規制がで
きるのではないかと思います。たとえば、「伐木」と「造材」を入れないと罪刑法定主義の観点か
ら適用は難しいのか、と言われれば特に不都合はないように思われますが。 

三柴 提言者は一般論を言ったのだと思いますが、せっかく森山さんが安衛則第 485 条を挙げてくだ
さっているので、同条について議論しましょうか。同条を改訂することに対しては賛成でしょう
か。 

原 その場合、安衛則第 485 条のどの部分ををどのように改訂するという意味でしょうか。 
森山 私の考えで申し訳ないのですが、「チェーンソーを用いて行う作業を行うときは」といったよ

うに、「伐木」や「造材」に限定しない文言にできないかというところです。 
三柴 北岡さんに経過報告をいただく作業が残っておりましたが、その内容とからめてどうお考えで

しょうか。 
北岡 問題は、「チェーンソーを用いて行う作業」の中にどのようなものが含まれるかだと思いま

す。先ほどの森山さんのお話に出た消防署の例は、かなり特異な例であるとの印象を受けたのです
が、それ以外に一般の事業場でチェーンソーを用いた作業が様々あるというのであれば、第 485 条
第 1 項所定の作業だけでは狭すぎると思いますが、私の印象ではチェーンソー作業といったらこの
辺の作業ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

森山 例えば、他には、解体工事において材木を切断するといった作業は「伐木」や「造材」に含ま
れません。 

北岡 なるほど、その辺りの話が入ってくると、非常によく分かります。 
森山 必要ならカッコ書きで適用除外を設けるとか、包括的に規制対象としておいて例外を削るよう

なやり方でもいいかと思います。 
北岡 安衛則第 485 条がこのような内容となったのは、林業だけを視野に入れて制定したという感じ

です。 
三柴 森山さんが挙げた例については、他のリスクも含める意味で改訂することについては賛成とし

て、それを今一度一般論に引き戻したときに、規則がかなり狭いスコープに設定されてしまってい
るけれども、規定の趣旨を考えると別の事案に類推適用してもいいのではないかということになる
と思います。ただ、本来それはマメに規則改正することで対応すべきことですが、解釈論で当該規
定の趣旨を広く及ぼすという点についてはどうお考えでしょうか。 

森山 そうした問題を法的にどれだけ深く検証できるかにかかってきます。 
三柴 監督官としてこの規制の趣旨ゆえに解体工事に適用することは可能でしょうか。 
森山 不可能です。本条は適用できないので指導票で切創防止用保護衣の使用を指導します。消防の

ケースもそうです。また、「造材」は非常に狭い概念で、たとえば丸太を四角く切ったりするよう
な作業しか含みません。造材は造材目的でないと似たような作業であっても該当しません。「伐
木」は立っている木を倒すという意味なので、枝切りも該当しない可能性もあります。かなり限定
的な規制になっています。 

三柴 ありがとうございました。では、安衛則第 485 条については、改正提案は賛成ということでよ
ろしいでしょうか。賛否について異論等あるようでしたらお願いします。（特に意見なし）一般論
については別途検討ということにしましょう。特に、制度の趣旨を踏まえた類推適用が可能である
か、あるいは冒頭に申し上げたように、安衛則と本法との関係を考えるという壮大なテーマについ
て、比較法も踏まえながら再検討することとします。 

 
 



7 社長への特別教育 
提案文  労働者につり上げ荷重が 1 トン未満の移動式クレーンを運転させるときは、特別教育を実施しなけ

ればならない。 
 しかし、労働者でない者（事業経営主など）が運転する場合は特別教育に関する規定は問題となら
ない。 
 しかし当然、移動式クレーンは自分だけでなく他人をも傷つけうる機械であるから、このような規
定方法は不十分だろう。（森山） 

結果 不採用（一般論として経営者教育の重要性は存在する） 
議事録 （2021 年 10 月 23 日） 

三柴 「何をどうする」論でいくとどうなるのでしょうか。 
森山 特別教育という枠組みではなく……事業者など非労働者を対象とした資格制度にすべきではな

いかという提案になります。 
三柴 なるほど。一定の作業を行う者は、相応の資格や研修を要する旨規定するということですね。 
森山 安衛法第 60 条の 2 あるいは第 61 条のような形の方がいいと思います。 
三柴 分かりました。ではつり上げ荷重の小さい移動式クレーンの運転について、第 61 条の枠組み

にのせるという点について、異論おありの方はいらっしゃいますか。 
藤森 教育と資格の問題について一点よろしいでしょうか。安衛法第 59 条は、「事業者は、危険又

は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めると
ころにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない」とさ
れています（第 3 項）。第 61 条では、たとえばクレーンであれば 1 t ないし 5 t といった区切りが
ありますが、今のお話ではそういった点も一緒くたにして第 61 条で処理しようということなので
しょうか。 

森山 申し訳ありません、資格と教育の面を混同していたところがありました。労働者以外の事業場
の人たちについても一定の業務に就く場合には特別教育を受ける義務を課すとか、そういったあり
方でもいいのではないかと思います。 

藤森 ありがとうございます。特別教育や技能講習はひとまずおいておいて、それよりも今ご指摘の
ように、そういった立場の人への対処が主な論点ということですね。 

森山 その通りです。 
藤森 私としては、安衛法の基本からすれば対象にはならないと考えています。 
森山 義務の対象としなくてもよろしいということでしょうか。 
藤森 安衛法上、お尋ねの趣旨からすれば、私はそのように考えています。やはり安衛法は労働者保

護の規定というのが基本です。 
三柴 事業者が十分な知識や技能を持たずに小型の移動式クレーンで人に怪我をさせてしまった場

合、安衛法上取り締まることはできませんが、民事法上の責任は問われるということになると思い
ます。それはそれでいいという趣旨のご意見であると理解しました。その上で…… 

藤森 場合によっては、業務上過失といった安衛法とは別個の刑事責任を問われます。 
三柴 なるほど、そのような手法も可能ですね。一方で、フリーランス等への安衛法規制の拡張が議

論されている中で、保護の対象を労働者に限定していいのかという問題があります。このメンバー
の中にも解説を執筆されている先生もいらっしゃいますが、建設アスベスト訴訟では職場の環境整
備や物品に対する措置等は、必ずしも労働者だけを対象としたものではなく、それに関わる人たち
全員を保護することも目的としている旨言われています。それとの関係ではどのようにお考えでし
ょうか。安衛法は本来的に労働者だけを守るものなのかという一般論的な問題ですが。 



藤森 強制力をもった安衛法ということを考えるのであれば、安衛法第 20 条以下の体系の中では適
用対象は労働者に限定されるべきと考えています。 

三柴 イギリスではそうではないという理解ですが、日本の安衛法はイギリスと違っていてもよいと
いう…… 

藤森 結論としては、私はそう考えています。 
三柴 この問題については、安衛法全体の保護対象の議論とからんでくるということで、プロジェク

トメンバーの賛同を得るに至らなかったと。 
森山 補足しますと、特別教育というのは、他人を傷つけ得る作業の場合においては、事業者である

社長にも受けてもらいたいと思うので、強制力のある規定が必要であると考え、問題提起させてい
ただいたところです。 

三柴 それは確かに重要なテーマで、本プロジェクトの前身である平成 28 年の厚労科研で実施した
社会調査でも、やはり経営者に対する安全衛生教育が重要だというデータが出ています。イギリス
でもアメリカでも、専門機関が経営者向けの安全衛生啓発のための施策を打っていって、ハンドブ
ック等が公表されているような状況です。一般論として経営者に向けた安全衛生教育や啓発への取
り組みが必要であるという点については、藤森先生もご異論はなかろうかと思います。 

藤森 そこは異論はございません。実態としても教育という場面では法文上で規制するのではなく、
先ほど能力向上教育のお話も出ましたが、通達指針レベルでは規制されています。 

三柴 一般論としての経営者教育の重要性については共有できているということで。 
 
 
8 船倉での「はい」の規制 
提案文 安衛令第６条第 12 号における「はい」の定義について、現行は「倉庫、上屋又は土場に積み重ねら

れた荷」と限定列挙となっているが、これに「船倉」を追加すること。港湾荷役業における労働災害
は、沿岸だけでなく船内荷役においても発生しており、中には死亡等重篤な災害が発生しているた
め、船内におけるはい作業の規制を設ける必要があると思料する。 
（000157 監督官または元監督官（3）） 

結果 安衛令第６条第 12 号を改正して「はい」の範囲を広げることに賛成。 
適用対象を一般論としていかにしていくかということは、今後の検討課題とする。（なお、この問題
については、分担研究報告書「労働安全衛生法第 26 条及び第 27 条の逐条解説」の 2.8.4 においても
検討した。） 

議事録 （2021 年 10 月 23 日） 
森山 これは「はい」の定義が安衛令でなされていて、限定的すぎるのではないかということです。

私の知り合いの監督官も同じような指摘をしていましたので、かなり共有されている問題意識なの
ではないかと思います。 

三柴 これもまず個別の議論から行いたいと思います。令第 6 条第 12 号の改正提案について、異論
をお持ちの方はいらっしゃるでしょうか……ほぼご賛同ということでよろしいでしょうか。では、
これは賛成ということで。一般論としては先ほどの議論と共通するので、ひとまず置いておきまし
ょう。 

 
9 事業定期報告の新設 
提案文 事業場の新設、移転、名称変更、廃止、あるいはその他毎年 1 回、労働者数や事業内容について報

告義務を課していただきたい。 
事業場が把握できない結果、監督が実施できず、法違反が放置されていることがある。 



また、事業場の新設時や、労働者数が 50 人以上となったタイミングに必要なリーフレット等を交
付することにより事業開始時にスムーズな指導を行うことができる。 

現状、適用事業報告（労基法）及び保険関係成立届（労働保険徴収法）があるが、不十分であると
思料する。 
（森山） 

結果 適用事業場報告という形をとるのではなく、未把握事業場対策を検討していく。 
議事録 （2021 年 10 月 23 日） 

三柴 これは森山さんの提案ですね。要は監督をやりやすくするために、事業を起こす場合や変更す
る場合などに報告をさせるということですね。まさに監督官としての現場的な意見かと思うのです
が、この点について何かご意見のあるかたはいらっしゃいませんか。 

三柴 労働行政的には、後段で書いているように、人を 1 人でも雇えば労災保険の届出をしなければ
ならないから、事業場がある限り把握できる立てつけだと思うのですが、労災予防との関係でも報
告させて、適切な管理をしたいということですよね。直感的には少々キツい感じがするのです
が・・・。 

森山 何かと組み合わせるというか、もう少し解しやすいような案をいくつか入れるだけでも違うと
思います。 

三柴 今の建て付け的には、安衛法の適用との関係では、行政には立ち入り権限等が与えれているわ
けだから、行政の方で関心があるのであれば自ら違反を探し出して監督すればいいのかもしれませ
んが、それでは少ないマンパワーで到底回らない、という話ですよね。 

森山 現状では相当数の未把握事業場があります。あと、保険関係成立届に関する罰則もないので、
無届出のままの事業者が多く存在します。 

三柴 どうでしょう直観的に。新設以降の動きを全部報告させるのは、キツ過ぎて通らないと思うの
ですが、未把握事業場が増えているのが問題であることは確かなので、未把握事業場対策を検討す
るというレベルの話ならいかがでしょうか。 

藤森 提言の最後の部分に「現状、適用事業報告（労基法）及び保険関係成立届（労働保険徴収法）
があるが、不十分であると思料する」といった記述があります。この辺りの実態は森山さんの方が
お詳しいかと思いますが、労災保険関係成立届が提出されていないという事案はそんなにはないと
思うのですが、これから逆に行政の中で方面と監督、それから方面と労災が連携すればよろしいの
ではないでしょうか。私のときはそうしてきましたし、そうすれば割と把握できるのではないでし
ょうか。 

森山 そこをしっかりやれば、把握できる事業場は相当増えると思います。現状、保険関係成立届で
は、本社だけで成立させて他の支店では全く手続きをしていない場合が多いので、その点をしっか
りやれば相当数の支店を把握できると思います。ただ、やはり同業組合のようなところに加入して
いない場合は相当数の保険未手続の事業が存在しています。たとえば、商工会の方に聞くとよく分
かるのですが、どうしても労災保険に加入してくれない業種の方が一定数いるようです。 

北岡 この問題は 2 つに分けるべきで、一つは今森山さんがおっしゃった労災保険の未手続事業所
で、これは実態として存在することは間違いありません。これについては、国税などと連携取りな
がら的確な徴収をしていこうということで、施策自体はやっているようです。これ自体は地道にや
っていくしかないでしょう。もう一つは、森山さんの問題提起でその通りだと思ったのが、確かに
本社に支社や支店がくっついた形で労災保険の手続がなされている、あるいは労災保険関係がいっ
たん成立した後に個々の事業所が新しく成立した場合までフォローし切れていない、といったこと
は確実にあります。これについて、個々の事業所の変更の都度労基署に事業報告のようなものを提
出させる施策もあり得るのですが、事業主からすれば非常に負担感があるので、私の印象論ですが



現実的にやるとすると、労働保険の年度更新に合わせて報告していただき、その際に可能であれば
何らかのプレミアをつけることです。つまり労働者数や業種を適切に申請してもらうことで、保険
料を若干割引するなどといった形にしないと、なかなか報告をしてくれないかと、実務感覚的には
そう思います。 

森山註 ※かつては、毎年 1 回、適用事業報告の義務があった。 
 
10 事前審査制の強化 
提案文 建設物としての違反（違反エレベーター、階段の構造の違反、手すり等の墜落防止措置の違反）、

機械の違反（安全カバーがない、その他）が非常に多い。 
事業開始後の監督では、一度建設・購入したものを是正することとなり事業者への負担が大きい。

建設・事業開始時に事前審査を行えないか。（かつては労働安全衛生法第 88 条第 1 項で建設物設置
届を定めていた） 
（森山） 

森山註 違反エレベーターについては、54 参照。 
議事録 未検討 
 
11 流通規制の強化（プレス機械） 
提案文 安全装置のないプレス機械の流通を規制できないか。 

プレス機械は、本質安全プレス（安衛則 131①本文）、安全プレス（安衛則 131①但書）、2 項プ
レス（安衛則 131②）に分けられる。 

現状、このうち 2 項プレスについては、譲渡者ではなく事業者自ら安全装置を別途購入することで
もよいとなっているが、実際、プレス機械の販売業者は、高額な安全装置の存在やその設置義務を事
業者に敢えて隠しているということが珍しくない。 

安衛法第 42 条の「安全装置を具備しなければ譲渡等してはならない」の部分は、一見、安全装置
を具備しないプレス機械の譲渡等を禁止しているようにも見えるが、行政としてはそのような解釈は
しておらず、 
・動力プレス構造規格に違反したプレス機械を譲渡等したとき 
・プレス機械又はシャーの安全装置構造規格違反の安全装置を譲渡等したとき 
のみ違反としている。 
（森山） 

結果 未検討 
森山註 労働安全衛生法 

（譲渡等の制限等） 
第四十二条  特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必

要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用す
るもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、
譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。 

 
 



■質問 4（規制の充実：特別規制） 
12 荷主に対する特別規制の新設 
提案文 陸運事業において増加傾向にある荷役作業中の労働災害防止のため、荷主等庭先（荷主等事業場内）

で陸運事業者の労働者（ドライバー等）が行う荷役作業に関する安衛法上の荷主等責任が規定すべ
き。現在は、30 条の 2 の元方事業者としての作業間の連絡調整のみ義務付け。 
（000217 元監督官（1）） 

結果 採用（本省でも問題としては共有されているのではないか）。 
ただし、提案文において安衛法第 30 条の 2 が運送業に適用されているという認識は誤り。 

森山註 

 
荷主の責任を問う規定として考えられるのは、混在作業の調整、商品・設備の整理整頓状況、高所

からの墜落防止措置（手すり等、安全帯の取付設備）、機械・設備等の安全性（エレベーターの安全
装置、ロールボックスパレットの車輪止め、作業床の穴等の補修）など。 

議事録 （2022 年 2 月 19 日） 
森山 荷主災害は結構ありまして、よくあるのは貨物自動車運送事業者の労働者の方が、例えば製造

業者で荷積み中にけがをしたりすることがあります。ここには私が註で入れましたが、荷主の世金
を問う規定として考えられるのは、例えば混在作業の調整や、商品・設備の整理整頓状況、高所か
らの墜落防止措置です。結局、これは荷主先の設備を使用し、荷役をしますので、その設備はきち
んとしていないとけがをしますし、床に穴が空いていいますとそれでけがをすることもあります。 

そして、機械・設備等の安全性です。例えば、自作エレベーターなどの安全装置やロールボック
スパレットの車輪止めです。ロールボックスパレットというのは、荷主が購入したものを荷役業者
も使用し、さらにその先の購入業者までバトンタッチをされて使用されていくこともあります。そ
ういうところもあり得るのかと思いますが、私が簡単に想像で註釈を付けた内容です。これにつき
まして、先生方は何かご意見がありましたらお願いします。 

三柴：これは荷主の事業所、庭先だけを前提に言っている意見ですか。 
森山：そうだと思います。 
三柴：つまり着荷主のほうで、これは届け先のほうは視野に入っていない意見ですか。 
森山：そうだと思いますが、荷主というのが大まかにとらえていますので、到着地のほうの責任もも

しかしたら想定しているかもしれないです。この回答も大まかになっていますし、私も意図が図り
かねる内容です。 

三柴：少なくとも本省がこの問題に着眼し、何とかしようとしている場合に視野に入れているのは、



初荷主のほうも着荷主も両方なわけです。そこは荷主との力関係で、確かに陸運事業者が弱く、そ
の末端のドライバーがいろいろさせられ、労災が起きることを気にしているわけです。陸運担当の
運輸省等々とも協議し、少なくともガイドライン等はつくるところまで持っていきましたが、それ
は初めの一歩なのです。実際問題は直接雇い主でもないところに責任をかけるのは、安衛法の歴史
上も大変でしたので、そう簡単にはいかないことなのです。その辺りは現場の感覚と認識、それか
ら実際にどのように持っていくべきかの立法について、先生方の意見をお願いいたします。 

畠中：よろしいですか、畠中です。 
森山：お願いします。 
畠中：質問ですが、これは提案文の中に、現在は 30 条の 2 の元方事業者としてのうんぬんとありま

すが、これは運輸業というか運送業について 30 条の 2 は適用されるという前提ですか。 
森山：私もそこの意図が少しくみ取れていなく、もしかしたら何かの勘違いなのかと思い、これは見

ています。 
畠中：そうですが、要するに 30 条の 2 は製造業だけですから、これは全くピント外れの文章ではな

いですか。 
森山：提案文の後半はそうだと思います。 
畠中：ですから、これを 29 条の元方事業者としての指導指示義務のみが義務付けられているとし、

この提案文を修正すればそれなりの文章になります。それはそれとしまして、29 条ですから、結
構、範囲としては広いわけです。 

森山：もしかしたら 30 条の 2 の政令で、陸運というのを入れるという、よくとらえるとそのように
もとらえられるのかと少し思いました。 

畠中：これは残すとしますと、そのような形で修正をするしかないわけです。現在は 29 条の元方事
業者としての指導指示義務しかないのですが、今後 30 条の 2 の政令指定とし、この運輸業を指定
すべきです。この関係ですと、これは荷主が本当に元方事業者になるのですか。 

森山：関係請負人に陸運事業者が入ることがありましたら、混在作業をしているのは確かですので、
そういう意味では元方事業者になるかと思います。 

畠中：1 の場所において、事業の仕事の一部を請け負わせていることになるのですか。この文章です
と、そもそもそこからではないですか。 

森山：そうだと思います。 
畠中：元方事業者になるか・ならないところからスタートしなければいけないのではないですか。 
森山：分かりました。 
三柴：そもそも元方になるとしましても、自分で仕事の一部は担ってなければいけないわけです。そ

うしますと、こことの関係は運ぶ作業も自分で一部はしてないといけないのでで、おかしいわけで
す。 

森山：そうです。そこはおかしいです。この提案文を少し好意的にとらえますと、さらに陸運事業者
が事業の一部を下請けに請け負わせることもあります。そのような問題ももしかしたら 30 条の 2
と絡めて考えているのかもしれないのですが、それは少し好意的にとらえすぎているかもしれない
のです。 

三柴：適用法条の正しさはさておき、これは問題としてどうとらえますか。 
畠中：これは、そもそもどのような災害に対して何をすべきか、という主張ですか。そこをきちんと

明らかにしてもらいませんと、そもそも議論が成り立たないのではないですか。 
森山：例えば、荷主の事業場の倉庫に荷が積まれている状況、あるいは荷積みの仕方でして、それが

荷役業者に対して災害を起こすなど、あるいは機械設備で階段の手すりがおかしい事案などに対し
て、荷役業者がそれで転落をすることがあり得ます。あるいは作業場の床面にできた穴や、荷主業



者が用意したロールボックスパレットの構造の欠陥などが、それを荷役する業者の労働者に対し、
災害を引き起こすことがあるかと思うのです。私はそのようなことで認識をしていますが、いかが
ですか。 

三柴：では、このようにとらえます。これは勝手にこちらで解釈をし、荷主の事業場で建築物、ある
いは設備等を原因として起こる設備災害系と、あえて言いますと荷による腰痛、重量物を取り扱う
上で生じる災害です。そして着荷主のほうですが、届け先のほうでも事業場に係る設備等災害等が
起きうるわけです。フォークリフトからの転落などが起きることも含め、もう少し初荷主のほうの
責任を強化できないかです。そこでコントロールができ、防止のための措置は取らせられなか、逆
にそれを怠ったら一定の責任を負わせられないかと、このようにとらえたらいかかですか。それ
は、まさに本省でも考えていていることなのです。 

森山：いかがですか。 
三柴：これはそのようにとらえるというかやっていることです。 
森山：ちなみに少し付言しますと、よくあるのはフォークリフトの免許を持っていない荷主業者さん

が、荷役先で荷主からフォークリフトの使用を命じられるということは結構あります。それで無資
格運転が実際起きています。しかもそれを事業者は把握していないこともありますので、そのよう
な問題もあります。これは、検討自体はしていますし、これからもしていることでよろしいです
か。 

三柴：そうです。それと、設備災害系で、例えば荷主なりの建築物や設備などが理由で起きる労災に
つきましては、一応、別の法条で適用可能なわけです。 

森山：そうかもしれないです。 
三柴：建築物等にきちんとリスク情報は伝えるという規定はありますので、それでの対応も一部は可

能という回答になるわけです。 
森山：ありがとうございます。すいません、よろしければ他の先生方からも、このような荷主関係の

問題点があるのではないか、ということを伺いたいのですが、いかがですか。今はないようでした
ら、次に行きたいと思います。よろしいですか。 

 
 
13 特別規制の強化 
提案文 建設事業等の特別規制について、対象が限定されている部分、（足場に手摺がない→特別規制手摺設

置困難→安全帯使用義務→特別規制（元請は責任を負わないので） （00167 監督官（1）） 
結果 賛否あり、結論が決まらず。 
森山註 要求性能墜落制止用器具を下請負人の労働者に使用させることについて元請負人ないし注文者に管理

義務を課せないかということと思われる。ただしこれは安衛則 563③のことを言っており、読み方に
よっては安衛則 655①で規制しているようにも思える。 

 足 場 の設 置 （原 則 的な墜 落 防止 措
置） 

要求性能墜落制止用器具の使用（特例
的な墜落防止措置） 

事業者の措置 
（法 20～21 条） 

安衛則 518①、563、570 安衛則 518②、519② 

注文者の措置 
（法 31 条） 

安衛則 653①、655① 無し 

元 方 事 業 者 の 義
務（法 29 条＝罰
則なし） 

元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この
法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなけれ
ばならない。 

 



議事録 （2022 年 2 月 19 日） 
森山 これもかなり雑駁な提案文ですが、つまり安全帯使用義務も元請けでやるべきではないかとい

う内容です。ただ、これは元請けが安全帯の使用まで指揮命令することになることになるかもしれ
ないので、これにつきまして先生方の考えがありましたら、意見を聞かせていただきたいと思いま
す。いかかですか。 

三柴：これは建設でしたら 29 条で法令を順守させなさいというのもありますし、30 条でしたら安全
パットをやりなさいとありますので、そのようなところで対応できるのではないですか。 

森山：そう思います。これはある意味好意的にとらえますと、29 条に罰則がないので実質的に事件化
はできないことなのかもしれないです。その罰則を持って元請けが、例えば下請けの労働者に対
し、直接安全帯の使用を命じることを罰則付きで規定すべきかどうかという問題だと思います。 

三柴：そうしますと 29 条そのものに罰則を付けてくださいと、広げて読めばそのような解釈に取れ
ます。 

森山：はい。あるいは 31 条の省令事項で安全帯の使用もこれは命じるのかです。 
三柴：ですから、29 条に罰則が付いていないのは、畠中先生マターですが、やはり事業者ではないの

で、そこまでは難しいということですか。 
畠中：だいぶ前の回のときに確かお答えしたと思います。やはり構成要件がはっきりしないと件だと

記憶しています。 
三柴：安衛法では 57 条の 3 は、化学物質の一部について、罰則こそ付けなかったものの、リスクア

セスメントという抽象的な措置について、義務規定にした。これは、罰則化を狙ってのこととも言
える。また、安衛法を離れますと、刑法の精神的な犯罪はやはり抽象的であり、しかし、みんな罰
則を付けているわけです。安衛法の背景にある業務上致死や致死傷などもかなり書き方はあいまい
ですので、構成要件の問題はクリアできる気もします。難しいのですか。 

畠中：前回もお話をしましたが、構成要件の特定のために、例えば命令前置主義を取るなどで、そう
しましたら明らかに構成要件が特定されます。ですので、非常にすごい規定になると思いますの
で、まさに立法論です。 

三柴：これも命令前置なり、基準を踏ませることで重要性が認められるのでしたら、罰則付きまで持
っていくアイデアはあることになりますか。 

畠中：そうですよね。 
森山：失礼します、命令前置の命令と言うのは、政省令という意味になりますか。 
畠中：個別命令です。 
森山：承知しました。 
三柴：この重要性につきましては、この問題は現場感覚ではいかがですか。例えば玉泉先生はどのよ

うな認識ですか。 
玉泉：玉泉です。私は、この森山さんの全体コメントをいただいたのは去年の 8 月だと思います。全

部コメントを書きましてメモをしましたが、それによりますと、やはり 655 条の場合は、無理かと
思います。無理と言いますか政策的にそこまで負わせますと、現場の監督は元請け 1 人しかいない
ところが実際の現場ではたくさんあります。安全帯の使用義務付けまでしますと、かなり困難では
ないかと思います。実際の問題としまして、あまり加重な責任を元請けの監督に負わせてしまうこ
とになりはしないかと思っています。ですから、そこまで元請けにやらせるのは酷かと思います。
何もかも災害防止だと言い、その元請けさんも労働者ですから、そのものに義務付けまでし、655
条のように設備上の問題でしたら格別ですが、そうでない個々の一瞬の使っている・使っていない
ことについてまで見ないといけないのは、酷ではないかと。 

三柴：ありがとうございます。 



玉泉先生にあらがう意図ではないですが、例えば民事事件でしたら大石塗装、鹿島建設事件とい
う有名な例があります。安全ベルトを付けておらず高所から落ちて亡くなったケースがあります。
事業者に安全パトロールをしていなかったので、安全配慮義務違反で民事過失責任を負うという判
決になりました。まさに命令前置主義等の手続きをかませれば、やるべきことをしていないのを指
摘することはできるわけです。実際に罰則の適用は少ないと思いますが、背景に命令まで出したの
に聞かないのは罰則になるという、よくやる方法を書いておきますと、それを使い、説得ができる
のではないかという気もします。いかがですか。 

玉泉：大石塗装の場合は民事事件ですから、安全配慮義務の問題だと思います。安衛法になりますと
罰則付きになりますので、それと安全パトロールうんぬんは 30 条に 1 日 1 回の巡視義務が定めら
れています。それはそれらの罰則が付いていますので、それでクリアできるのではないかと思いま
す。 

例えば、本件だけで言いますと、29 条なりに事前に安全帯を持ってこないといけないということ
は言えるわけです。指導義務ですので、あれも義務規定で罰則はありませんが義務規定です。そこ
までは言えても、ここを実際使っているかはどうかまでの監督責任を負わせるというのは、少し酷
ではないかと思います。あまりにも現実離れと言いますか、実際の現場に行きますと、小さな現場
で 1 人しかいないことは多々あります。1 人の人が住宅ですと何現場も持っていたりします。そう
しますと、そこまで大きな現場や数十億円の現場でも元請けの人間は 3～4 人とか 7～8 人で、到底
そこまでいちいち管理するのは不可能ではないかと思います。実情から言いますと無理ではないか
と思います。 

そして先生が言われますように、個別の命令で言うのはできるでしょうけれども、包括的にやる
のは少し無理というか酷な気がしています。 

三柴：分かりました。 
角田：すいません、よろしいでしょうか。角田です。今のこの件のパトロールにつきまして、私も少

し話をさせてもらいます。パトロールをしている観点から少しお話をします。確かに玉泉先生が言
いますように、1 人でやられている方で、特に住宅などは複数のカ所を回っているケースが多く、
確かに見ているのは難しいという面はあります。ただ、パトロールで指摘をした場合ですが、一度
言われたことがありまして、下請けがたぶん安全帯をしておらず、そのことを監督さんに伝えます
と、「指導はしてるんですけれどね、やってくれないんですよ」ということで終わっていることも
時々あります。ですので、そこでより強制力を持たせるようにするためには、この特別規制という
話になったのかと私は思いました。ですから、そこで罰則が付くと非常に取り組みや指導に関して
も、より本気になるのかと思いますので、このような提言になったのかと感じました。以上です。 

森山：ありがとうございます。 
三柴：意見が割れました。 
森山：問題としては 29 条の路線で行くのか、あるいは 31 条の省令事項でしていくかですが、実務上

は安全帯に関して言えば監視・監督をするのか、そこまで元請けにさせるのかのところです。結構
難しい問題になりますので、私は何とも結論が出せないのです。 

三柴：ですから、結論が出なくて割れたでいいのではないでしょうか。 
森山：分かりました。 
三柴：今の各先生の話は、言うことを聞かないのは元請けなのか下請けのほうでしたか。 
角田：今の話ですと、元請けです。ただ、どちらもそうでして、元請けも下請けも、結局、下請けは

元請けに言われてもやらない、元請けはそれ以上のことは何もしないので、両方の意味です。 
三柴：分かりました。ですから、現場感覚としましたら、その相手により罰則がないと法令順守の指

示も出さず、実際はそれを守ろうともしないという実態があるわけです。他方で、監督官と元請け



の業務実態を考えますと、そこまで法令で直律的に義務付けるのは難しいのではないかという意見
があり、そのようなまとめですか。 

森山：分かりました。では、そのようにまとめて行きたいと思います。 
 
■質問 4（機械等） 
14 特定機械等以外の規制・規格化の遅れ 
提案文 特定機械等（法第 37 条）への規制は充実しているが、それ以外の危険な機械・器具への規制につい

ては一度規制の範囲、その内容を検討してみる必要があると思われる。私の勤務先では、防爆電気機
器、呼吸用保護具等の検定を行っているが、防爆電気機器に関して言えば、国際的な試験・認証の仕
組みである IECEx からは遅れたものとなっており、試験・認証の基準である防爆機器の構造規格及び
安全衛生規格の規定も国際的に通用する IEC 規格の思想から遅れたものとなっている。また、呼吸用
保護具関係で言えば、検定対象は、防じんマスク、防毒マスク、電動ファン付呼吸用保護具に限られ
ており、行政が通達で注意喚起しているホースマスクについては、検定どころか、性能要件さえ示さ
れていない。 
（00228 元技官（3）） 

結果 賛成（機械等の流通規制を充実すべき：例として、ロールボックスパレット、転倒時保護用保護帽な
どが提案された） 

森山註 提案文にある機械等は次のとおり。 
機械等の名称 規格 
防爆構造電気機械器具 電気機械器具防爆構造規格（昭和 44 年労働省告示第 16 号） 
防じんマスク 防じんマスクの規格（昭和 63 年労働省告示第 19 号） 
防毒マスク 防毒マスクの規格（平成 2 年労働省告示第 68 号） 
電動ファン付き呼吸用保護具 電動ファン付き呼吸用保護具の規格（平成 26 年厚生労働省告示第

455 号） 
ホースマスク 「送気マスク」として有機則等で規定。規格、性能・構造要件な

し。 
 

議事録 （2022 年 2 月 19 日） 
三柴：要するに、検査等が必要なものの対象が狭すぎることと、検査の規格等があっても遅れている

という 2 つの指摘をこれはしたいのですか。 
森山：そのように思います。 
三柴：では、先生方お願いします。 
唐澤：唐澤ですが発言をしてもよろしいですか。 
森山：お願いします。 
唐澤：防爆の電気機械器具の件につきまして、コメントをします。私は 40 年代の後半は安全課で、

爆発火災担当係長をしていました。防爆構造の規格がそのころ改正し、そののち恐らく改正はして
いないと思います。IEC 規格の国際電気連合の防爆規格のことを恐らく言っていると思うのです。
当時も日本の防爆構造規格を改正する際にも IEC 規格のことは念頭に置いていました。ただ、日本
の場合の規格も IEC 規格に必ずしも遅れているものではないと確か記憶をしています。日本の防爆
電気機械器具につきましては、その他同等以上の規格によるものがあればそれでもいい、という規
定をそのために盛り込みました。現在の防爆構造電気機械器具の規格にはそのような条項があると
思います。ですから、提案にかかっているものは、恐らくそれぞれの構造規格や SM 規格につきま
しては、国内の最新の規定を踏まえ、必要な改正をすべきというのが論点の 1 つとしてあるように
思います。それはそれで、確かにごもっともだと思います。 



もう一つは国際規格との整合性です。これもやはりやらなければいけないことですが、あるい
は、必ずしも立法論に直結しているかもしれませんし、より適格に up-to-date していく趣旨でした
ら、それは理解できます。以上です。 

森山：ありがとうございます。 
三柴：唐澤先生、特定機械の範囲・指定についてはいかがです。 
唐澤：これは特定機械が定められたのは、かなり明治以来の歴史に成り立っていますので、私は直ち

に特定機械として新たに規定をするべき機械等はあまりイメージを持っていないのです。話題とし
て考えられますのは、産業用ロボットのようなものを特定機械等にするかどうかです。産業用ロボ
ットのような技術進歩が非常に早いものにつきましては、規格をつくることも難しく、特定機械等
に指定するのは一般論としては難しいと思っています。不十分な答えかもしれませんが、以上で
す。 

三柴：産業用ロボットはご案内のとおり動きの予測が付きにくく、動きの取り方が複雑ですので、今
までの機械などのようにはいかないという特色があります。それが返って今までの枠組みでとらえ
にくい部分があるとは思います。 

唐澤：今の安衛則の産業用ロボットの規定の内容は、マニピュレーターに沿ってあてています。です
から、産業用ロボットの規定ぶりつきましては、恐らく up-to-date できていないものの 1 つだと思
っています。もう少し up-to-date すべきものだとは思います。 

三柴：承知しました。 
森山：分かりました。何かホースマスクについてご意見のある先生方はいますか。特には大丈夫です

か。 
全般的な話になってしまいますが、他の先生方で特定機械等と限らず、構造規格化が必要ではな

いかというものにつきまして、考えがありましたらぜひお伺いしたいと思います。ちなみに、私は
ロールボックスパレットの死亡災害に少し関わったことがありまして、そのときに安衛研のほうで
ロールボックスパレットの構造規格化を少し考えたいという話はありました。例えば、車輪にスト
ッパーがないなどの規格がされていないものは、少し検討をしているような話は聞いたことがあり
ます。全般的な機械・器具、その他設備に関しまして、あるいは他のものに対して規格化というも
のが特に厚生労働省告示で必要ではないか、ということがありましたらお聞かせください。いかが
ですか。 

三柴：技術レベルではこのようにしたらいいかというところまでは、かなりの解明は進めており、そ
れをどのように政策的に取り入れるかという段階かと見ています。取りあえずは強制ルールまでで
きなくても、このようにすればいいところのアイデアを拡散するところまでは行っていると思いま
す。 

森山：ありがとうございます。ロールボックスパレットの件でいいですか。 
三柴：そうです。 
森山：ありがとうございます。他にどのような機械・器具で、これはというのはありますか。あるい

は、このようなものは厚生労働大臣が定める規格でやるべきかどうかについて、何か考えがある先
生がいましたら、それも併せてお聞きしたいと思いますが、いかがですか。 

玉泉：玉泉ですが、いいですか。墜落用の保護具、保護帽がありますが、構造規格が飛来落下用は上
からですが、墜落防止用は 30 度傾けての強度だと思います。ですから、実際に自分が転倒をした
場合は側頭部などの 90 度のところに当たると思いのです。試験では 30 度ぐらいしか考えていませ
んので、構造的にかなり弱いのではないかと思っています。ですから、本当は保護帽を 90 度傾け
ての強度試験をしないと、構造規格を見た限りでは適切ではないかと思いました。他のものもそう



かもしれませんが、もう少し考えたほしいというところがあります。そして転倒や転倒事故による
死亡事故は結構多いので、少しでも＜聞き取り不能＞いいかと思いました。 

森山：墜落時だけではなく、転倒時も同時に保護し、強度試験をするわけですか。 
玉泉：そうです。飛来落下用と墜落防止があります。墜落防止用は、例えば脚立に乗り転落する場合

ですと、後頭部や側頭部の横を打つわけです。構造規格では斜め上からの試験しかしていないので
す。ですから、構造的に側頭部や後頭部は弱いわけです。そこをもう少し考えますと、少しは死亡
が減少するかと思います。以上です。 

森山：ありがとうございます。他の先生方はいかがですか。では、ないようでしたら次に行きたいと
思います。 

 
15 特定自主検査の実施間隔の見直し 
提案文 フォークリフトなどの特定自主検査の実施期間が 1 年に 1 回となっているが、車の車検と同様実施期

間を見直すべきだと思われる。（00077 監督官（1）） 
結果 フォークリフトの特定自主検査の間隔を 2 年ないし 3 年とすることは、不採用。 

「定期自主検査」を誤解を与えないようなネーミングに変更すべき。 
議事録 （2021 年 6 月 19 日） 

玉泉 フォークリフトやプレスは特定自主検査が義務づけられていますが、（1）の提案は、これを
緩やかにして車検と同様 2 年ないし 3 年に 1 回にすべきとの提案ですね。使い方の問題もあります
し、あまり賛成はできません。 

浅田 フォークリフトの特定自主検査のインターバルの件ですが、私が厚労省の安全課にいたとき、
ある業界団体から規制緩和の要望として出されたことがあります。車検であれば新車の場合には 3
年に延長されるので、フォークリフトも同様に緩和してほしいとのことでした。それについて、建
荷協（建設荷役車両安全技術協会）を通じて、実態として新車のフォークリフトや車両系建設機械
の最初の 1 年目の特定自主検査の検査結果について、どの程度問題点が指摘されているのかをデー
タとして収集しました。かなり高率になっていました。そういう実態があったので、規制緩和の要
望にはお応えできないとしてお断りしました。やはり業務用ということなので、かなり荒っぽい使
われ方をしているのが大きな理由だと思います。 

（2022 年 2 月 19 日） 
篠原委員からの追加意見あり：事業者やメーカーが、定期自主検査（特定自主検査）の「自主」とい

う語から、これを任意の検査と勘違いしている例が少なくないので、分かりやすいネーミングに変
えてはどうかというもの。 

 
16 安衛則第 131 条からのプレスブレーキの適用除外 
提案文 安衛則第 131 条の適用に関し、ブレスブレーキを除外すべきと考える。（00077 監督官（2）） 
結果 安衛則第 131 条に含めるか別の条文に独立させるかという点は検討に値する。 

ただし、プレスブレーキに対する安全防護義務は緩和すべきでないという意見あり。 
議事録 （2021 年 6 月 19 日） 

玉泉 プレスブレーキの提案については賛成です。プレスブレーキの安全装置は非常に難しいです。
光線式やレーザー式というのもありますが、実際には足で踏んで調整しながらゆっくり曲げるプレ
スですから、怪我そのものは非常に少なく、怪我したとしても指の骨折程度で済みます。なので、
プレスブレーキについては昔から監督官は苦労していると思います。私見としては、安衛則第 131
条が対象としているのはもうやめた方が正解だと思います。 

森山 私は、安衛則第 131 条は非常に特徴的な条文です。安衛則は機械安全の 3 ステップメソッドを



そこまで考えていませんが、プレスに関してはほぼ完全な 3 ステップメソッドの構成になっていま
す。確かにプレスブレーキの安全技術は少々変わっていますが、やはり機械安全という面ではプレ
スブレーキの安全を作業手順だけで確保するのは少々疑問を感じます。数年前に、レーザー式の安
全装置が構造規格化されていますので、その導入を進めてほしいというのが私の考えです。ただ問
題なのが、まだ装着していない機械にこれを装着する場合に、費用が高額なので、なかなか踏み切
れないという会社が多いというのが現状です。私としては機械は出来るだけ安全にしたいという思
いがあるので、この提案を検討することは結構だと思いますが、「除外」にはどちらかと言えば反
対です。 

三柴 ありがとうございます。森山さんは本質安全化を進めるべきとするお立場ですね。 
森山 本質安全化というよりも、レーザー式安全装置は「安全防護」になりますが、個人的な考えと

しては保護装置等の装着を進める形で、今後安衛則改正の検討を進めていくべきだと思います。 
山本 プレス関係の労災に関する民事賠償事件の判例をみると、やはり安全装置の不備が賠償額に影

響しているようです。遵守できない規則を設けても意味はないというご意見ももっともなので、検
討には賛成しますが、民事賠償事件にはかなり影響が出るのではないかと感じました。 

 
 
17 既存不適合の適用除外の廃止（クレーン過負荷防止裝置） 
提案文 3 トン未満のクレーンの過負荷防止装置の全面義務化。（既設クレーンへの安全装置後付け）（転倒

事故等が多いので） （00167 監督官（2）） 
結果 既存不適格機械等の一層の更新政策を含め、検討に値する。 
森山註 過負荷防止装置（モーメントリミッター）は、

クレーンのジブの旋回や起伏を規制して安定性
を保つ装置です。 
※平成 31 年に義務化されたが、平成 31 年 3 月
1 日以前に製造された移動式クレーン、現に製
造している（設計の大部分を完了している等）
移動式クレーンはなお従前の例による。 
公 式 リ ー フ レ ッ ト ：
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000197452.pdf，既存
不適合機械等更新支援補助金制度あり：https://www.kensaibou.or.jp/support/subsidy/index.html 
移動式クレーン構造規格（https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74023010&dataType=0）の
経過措置は次のとおり。 

附則（平成三〇・二・二六 厚生労働省告示第三三号） 
（適用期日） 

１ この告示は、平成三十年三月一日から適用する。 
（経過措置） 

２ 平成三十年三月一日において、現に製造している移動式クレーン又は現に存する移動式クレ
ーンの規格については、なお従前の例による。 

３ 前項に規定する移動式クレーン以外の移動式クレーンで、平成三十一年三月一日前に製造さ
れた移動式クレーン又は同日において現に製造している移動式クレーンの規格については、な
お従前の例によることができる。 

４ 前二項に規定する移動式クレーン以外の移動式クレーンで、平成三十一年三月一日前に製造
された移動式クレーン（この告示による改正前の移動式クレーン構造規格に適合するものに限

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000197452.pdf
https://www.kensaibou.or.jp/support/subsidy/index.html
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74023010&dataType=0


る。）と同一の設計により同年九月一日前に製造された移動式クレーンの前方安定度の値につ
いては、なお従前の例による。 

５ 前三項の規定は、これらの項に規定する移動式クレーン又はその部分がこの告示による改正
後の移動式クレーン構造規格に適合するに至った後における当該移動式クレーン又はその部分
については、適用しない。 

 

議事録 （2022 年 2 月 19 日） 
三柴：これは、以前の厚労科研のプロジェクトで、この前身のプロジェクトでも議論がありました。

半田さんや毛利さん、当時現役だった方がいろいろ説明をしてくれました。法律論的に言います
と、不遡及で、さかのぼらないのが原則です。新しくつくったルールで過去の事象をさばかない、
ということで対応せざるを得ないわけです。だからこそお金を出すので up-to-date してくれ、とい
うやり方にせざるを得ないわけです。現に、現場が付いてこず、業者が付いてこない問題もありま
す。ですが、危ないものは危ないですし、特にエレベーターなどの既存不適格は、労働の現場だけ
ではなく、ままあるし、事故も起こします。その法律論の理屈と安全の要請との擦り合わせが非常
に難しい課題だと思います。 

考えようによりましては、安全の要請を優先するような法律の考えたかの工夫はできると思うの
です。ですから、どれだけ事故が多いかです。事故というよりは正確には災害が多いことかと思っ
ています。先生方はどうですか。 

森山：少し補足をしますと、これは構造規格の改正ですが、構造規格は製造流通規制が基本になり、
プラス構造規格に適合していない事業者は設置、使用してはならないということがあります。 

例えば、プレスですと安衛則のほうで事業者に対して直接安全装置の設置義務を課しています。
あるいは、安衛則第 101 条で、機械の、挟まれ防止等の一般基準につきましては、直接事業者に義
務化しています。例えば、他の構造規格云々とは関係なく、それを使用する日に、例えばカバーが
付いていないという違反がありましたら、事業者が直接処罰をされます。それは大昔の機械でも最
近買った機械でも関係がないという、そのような規定方法も存在しています。 

三柴：そうです。そのようなやり方も取れます。 
森山：製造流通というのは諦めても、事業者に直接規制を課す方法もあります。 
三柴：そのようなことも取れます。 
森山：そのようなことも踏まえまして、少し先生方からご意見がありました頂戴したいと思います。

意見がないようでしたら、提案文の問題提起を抽象化し、結局どれだけの災害状況があれば、この
ように経過措置というよりも積極的に現在存在する機械を規制していくか、立法が可能かという議
論のはどうですか。 

三柴：業者からしましたら、そういう規制をもうけられますと、つくっていた製品が売れなくなるわ
けです。以前はいいと言っていたものを勝手に別次元でルールを変えられ、それで売れなくさせら
れるのは、業者側から言わせますと、要するに行政を訴えたくなるぐらいの公共政策の失敗という
ふうになります。ですから、それこそ無理筋でも国賠マターではないか、国賠問題ではないかとい
う話になります。ですから、一生懸命業者の意見を聞き、どのような手順を踏めば、こういう場面
では少しずつでも安全な装置に変えていけるかという調整をするわけです。おっしゃるように、最
終的にはどれほど危ないかの現実の災害の深刻度の問題だと思います。 

そして、改めて伺いたいのは、この問題は災害としては多いのですか。 
森山：多いかどうかというのか難しい問題ですが、死亡災害自体は発生しているのかと思います。少

し難しいです。 
三柴：篠原先生と角田先生は現場的にいかがですか。 
篠原：篠原です。1 つには、トラックにクレーンが付いていましたら、小型の移動式クレーンになり



ます。やはり保有台数が非常に多い分、災害も多いかと思います。これも 3 トン未満では免許が要
りませんので、技能講習を修了すれば乗れてしまうものです。大型のクレーンと比べ、当然使用さ
れている母数と運転者の技術の問題もあり、下手をしますと無資格者が使用することもあります。
母数的にも災害が多いですが、やはり設備のほうで防止をしていく必要があるとは思います。非常
に身近にあり、大型のクレーンと違い、安易に運転をしてしまうことも、人の面での災害リスクも
ありますので、やはり機械設備そのものの安全にするに越したことはないと思います。 

森山：ありがとうございます。角田さん、いかがですか。 
角田：角田です。確かにトラック・クレーン、トラック付きのクレーンは使われることが多く、災害

はそれなりにありそうな感じはします。ただ、義務化までしますと、それこそ中古車で買っていく
ときに買えないなど、それらで滞ったりするのかと思います。ですから、義務化するよりは、これ
が後付けでもできることや補助金があることの周知をもっとする必要があるのではないかと思いま
す。 

森山：ありがとうございます。では法律論と言うより、既存の機械をどのように安全化していくかの
問題としてとらえることにしたいと思います。よろしいでしょうか。 

三柴：そうなのですが、もう少しこの問題だけではなく、似たようなもので既存不適格の規格なりル
ール問題はたくさんあります。そのようなものにもう少し示唆を与えるような検討結果は欲しいの
です。 

森山：ありがとうございます。 
三柴：ある元医系技官の話ですが、厚生労働行政一般に、設けた規制を変えますとなったときに、そ

の規制で食べていた人たちが抵抗をしてくるわけです。そこを調整するのが本省の行政マンの重要
な仕事の 1 つで、かなりメインということを言っていた人がいます。この場合は、規制がなかった
ところに設けようかという話ですが、結局は性格的に同じような話です。規制で食べていた人が、
なくすことで困るのもありますが、逆も構図的には同じなわけです。要するに、安全問題の深刻度
により、そのようなことがあっても仕方がなく、過ちを改めるにはばかることなかれ、ということ
なのかです。 

玉泉：玉泉ですが、よろしいですか。 
三柴：お願いします。 
玉泉：この間の安全帯から墜落制止用器具への規格改正がありましたが、あのときの構造規格は古い

構造規格は今年の 1 月 1 日まではよく、それ以降が駄目にしました。一定のニーズを与え、何年ま
では大丈夫でそれ以降は新しいものに変えないといけないとしますと、今の過巻警報装置を過巻防
止装置にするわけですので、単価としたら高くなるのです。そうしますと、クレーン屋のユニック
等のメーカーから言いますと、より大きくたくさんのお金がもらえ、古いものを新しいものに交換
するのに新たな需要が生まれます。そのような意味で言いますと、それほど抵抗がないのではない
かと思います。例えば 3 年や 5 年で経過規定を設け、その間に全て変えてもらうものでしたらいけ
ると思います。 

森山：ありがとうございました。業者に対しても理解を得られる方向でしたら、かなり交換が進み、
業者としても広報に協力的になりますね。 

玉泉：移動式車両積載型だと思いますが、既に法律ができていますので、今更仕方がないと思いま
す。同じようなことは今後いくらでもあり得るわけですが、そのような方法を取ればそれほど抵抗
がないのではないかと思います。安全帯は墜落制止用器具になり、（その構造上）単価はとても上
がりました。2～3 万ぐらいになっていますので、昔は大型ですと 1 個数千円でした。それでかなり
需要が生まれたのだと思います。 

森山：ありがとうございます。 



三柴：経過措置を設けることは確かに取られていますし、いい方法の 1 つだと思うのです。少し合わ
せて考えなくてはいけないのは、その強制規範のルール自体や省令などを変えるのと、規格レベル
ものを変えるので、考えを分けるべきか、それとも同じに考えるべきかというのはどうですか。 

玉泉：安全帯を墜落制止用器具にましたのも構造規格です。ですから、過巻警報装置を過巻防止装置
にするのも構造規格の問題ですので、同様に考えていいんじゃないでしょうか。 

三柴：その場合に、安衛則ですと、前にもこのようなやりとりがあったと思うのです。規格と言いな
がら実際はルールのランクというか、性格的にはガイドラインレベルや通達のレベルですが、実際
は法令と同じような使われ方や意味合いでとらえられているものが多いと思うのです。そのような
ことでいいのか、という点はどのように考えていますか。 

玉泉：その内容は具体的にどのようなものがあるか分からないのですが。 
三柴：ボイラーにせよクレーンやフォークリフトの規格にしましても、検査時に照合される規格で

す。そうしますと、結局は絶対のルールになってくるわけです。では、なぜルールにしないかと言
ったときには、やはり変えやすいなど柔軟性でそこから外れるものも性能が認められればオーケー
にするなどの趣旨があると思うのです。ただ、省令等で行くのか規格で行くのかの違いは、例のボ
イラー、クレーン協会が本省を訴えたというケースでも問われた争点の 1 つでした。事件により、
意味を持ってくることがあるわけです。そういうことも踏まえ、規格を変えて実際は業界に大きな
影響を与えることが起こってもいいのかで、それでしたら正面から省令なりを変える方が筋ではな
いかと言う人もいると思います。ここをどう考えるかです。 

玉泉：例えば、過巻警報装置を過巻防止装置にすることを省令で書いてもいいと思いますが、規格そ
のものが 25 センチの直動式で云々と細かいものがありますが、それを省令に書きようがないので
す。過巻防止装置と過巻警報装置の定義から全部書かなといけないわけです。それを構造規格に規
則の下請けとしてやらせていると考えていますので、技術的な部分につきましては規格でやり、そ
れを安衛則の 27 条、28 条辺りで担保することだと思います。規則化するのは、技術的なものにつ
きましてはかなり難しいと思います。 

三柴：安衛関係は、かなり規格レベルのものを規則で書いてきているのではないかという気はしま
す。仰っていることはよく分かります。ありがとうございます。 

唐澤：唐澤ですが、発言をしてもいいですか。 
三柴：お願いします。 
森山：お願いします。 
唐澤：やはり構造規格を規定し、考える場合には、やはり製造流通規制を念頭に置き、構造規格化す

るわけです。ですから、そのような面で見るべきだと思います。なお、労働安全衛生規則の中でも
規格的な規定が結構あります。それは、歴史的に労働安全衛生規則は血と涙の規定だと言われてい
るぐらい、実際に労働災害が起き、そのたびに手当をしていたという部分がありますので、そのよ
うな規定はそれなりに意味があります。ただ、そういう規定の中、製造流通段階の規制までに持っ
ていくものにつきましては、構造規格、あるいは製造許可基準に移し替えていったという歴史があ
ると思います。これはもちろん皆さんもよくご存じのとおりだと思いますが、念のために申し上げ
ました。以上です。 

森山：ありがとうございます。私が今お話を伺いまして、ある程度抽象的にとらえますと、やはり既
存機械等をどのように安全化するかの問題です。つまり構造規格が定められておらず、規格もな
く、つまり製造流通規制がないものも含め、かなり古い機械が使われている工場は相当多いわけで
す。それを誰の責任で安全化をしていくか、という問題にもとらえられるような気もします。 

例えば、民事的には規格改正前に製造された過巻警報装置しかないような小型の移動式クレーン
が、例えば民事的な PL 法で何か問題になることはあり得るのかを、もしよろしければ先生方に伺



いたいのです。 
三柴：吉田先生はいかがですか。 
吉田：すいません、議論を聞いていましたが、PL 法の関係を今は議論しますか。 
森山：例えば構造規格が改正され、前よりも安全な安全装置に変わることがありますが、例えば今回

の小型の移動式クレーンの構造規格の改正についていえば、何の安全装置かと言いますと、クレー
ンというのはアームを長く伸ばして重いものを吊ると倒れてしまうわけです。前は警報音が鳴るだ
けのものでもいいとなっていましたが、モーメントリミッターという特殊な自動装置を取り付け、
運転者が下手な操作をしても倒れないように自動的な安全装置に変えるという改正をしました。そ
れの変化で、例えば、改正前に作られた、警報装置しかないような小型移動式クレーンが PL 法上
何か製造責任が生じるのでしょうか。 

吉田：すいませんが技術的なことは全く無知なもので、基本的なところをいま教えていただきまし
た。規制する側の国が、規制権限を行使しない国賠の問題と、民事の関係の PL 法です。製造者が
責任を負うかどうかという問題は、確かに両面はあるかと思います。今言っていただきました PL
法の責任を負うかどうかは、これは一般論ですが、法律要件からしますと、欠陥と言えるかどうか
で、すなわちそれは社会的にその当時、通常有すべき安全性を当該動産が有していたかどうかで判
断されると思われます。その時々の事故の発生状況から見まして、過巻防止装置などの機械装置の
安全性が通通常求められるような水準としての安全性を持っていたかどうかにより、PL の製造業
者としての責任になるわけです。あるいは、途中の中古で販売する業者もそのものを転売した場合
でも責任を問われることはあります。そのような民事上の責任には成りうるのではないかと思いま
す。ただ、通常を有すべき安全性を備えていない、欠陥と言えるかどうかは、微妙な問題かもしれ
ないのです。 

そして議論からさかのぼってしまいますが、国がどの程度の規制をすべくかにつきましては、国
賠法上の責任の観点からしましたら、アスベストの場合もそうでしたが、規制権限を行使しなかっ
たことが裁量権を逸脱したと言えるような、時々の状況においても定められるかどうかになりま
す。確かに、既に製造をしたことについて刑罰を犯すことになりますと、刑法不遡及の原則でこれ
はできないわけです。今後、装置はそのままの状態で使用を認めるかどかにつきましては、それは
規制権限を行使すべきという議論が当然出てくるわけです。その際には安全性の程度とも関わり、
ある程度の経過措置の新しい規制が適用されるまでの猶予期間を設け、そののちに新しい規格制限
を適用していきます。そして適用するに際しては、現実的に業者が対応しやすいように補助金等の
援助措置も併せて行われるのでしたら、それはあり得ることではないかと議論を聞いて感じまし
た。すいませんが少し雑ぱくな意見で恐縮ですが、以上です。 

森山：大変分かりやすくご教示いただきましてありがとうございます。つまり、刑事的には無理で
も、もしかしたら規制権限を国が行使しなければいけないこともさかのぼって挙げられるかもしれ
ないのです。 

今度は PL 法について言いますと、私が少し思いましたのは、経過措置で既存不適格として安衛
法上は適法でしてもそれを転売すると PL 法上の問題は全くないかと言うと、そうでもないと言え
るということでいいでしょうか。 

吉田：正確には確認をしてみたいと思います。流通におけること自身が PL 法上の問題にはなりうる
のではないかと記憶をしています。それで少し申し上げました。 

森山：ありがとうございます。大体意見は出尽くしたでしょうか。ここの問題は議事録もまとめ、ま
た検討をしたいと思います。広めにとらえ、既存の危ない機械等をどうするかという点で、私のほ
うで検討を加えていきたいと思います。よろしいですか。 

三柴：この議論はここで終えたいのですが、化学物質ですと通常有すべき安全性の確保の観点からし



ますと、分からないことばかりです。特に出来たての化学物質は分からないことばかりですので、
みんな安全だと思いましたと製造者が言いますと、たぶん PL 法では手が出せないことになりま
す。 

吉田：まさにそのような問題はあり得るかと思います。その PL 法の場合は、無過失責任という言い
方は不正確かもしれませんが、ただ、欠陥があるという状況になりましたら、災害発生や被害が発
生することは、予見可能性はあまり厳密に考えず、欠陥のあるものを流通したこと自身が責任の原
因になります。欠陥と言えるのかどうかは、確かにその時々の状況によります。例えば、化学物質
が危険なものと言われていたのかどうかのことの認定になってくるかと思います。 

三柴：有害性の初期の検査の段階でプロトコルをきちんと守っていたかと、実際に流通に出した後
も、PRTR のような発想でそれが有害な影響をもたらしていないかを流通過程をモニタリングして
いくことです。そのように初期にできることとその後のモニタリングで分かることを組み合わせ、
有害性を少しでもつかんでいくことしかたぶんないわけです。それはたぶん化学物質でも機械でも
同じことなのかと感じます。PL 法は製造段階の規制ですが、結局は製造段階だけで見たのでは、
そこに瑕疵があるかどうかの判定が難しいと感じました。 

 
18 機械規制の見直し 
提案文 昭和 47 年施行から現代の流れが変わり、機械設備が進化しているので、現代の機械を当時規則に当

てはめて適用になるかを検討しているので、機械装置の実態に適さない規則になっている。古い規則
は削除すべきで、一般規則に含めた方が良い。 
（00141 技官（3）） 

結果 一般論としては同意であるが、より具体的な指摘に応じて検討すべき課題である。 
議事録 （2022 年 2 月 19 日） 

森山 玉泉先生、篠原先生、角田先生に何かご意見を頂ければと思うのですが。 
玉泉 ここは、それほど意見はないのですけどね。具体的に、どこが古いのかが分からないのです。

ですから、木馬道など、そのようなものは削除されたと思いますけれども、そのぐらいでしょう
か。あまり、それほど意見はないです。 

森山 ありがとうございます。篠原先生はいかがでしょう。 
篠原 私も、これも漠然としているのですが、アセチレンがありますね。アセチレンを発生させてい

て、そのアセチレン装置に関する規定が残っていると思いますが、今も、アセチレンは、大抵溶解
アセチレンボンベで使用されますが、2 つあることで、今の現場の人たちが混乱することがありま
す。このアセチレンを発生させる機器に関する規定と、今はもう溶解アセチレンガスボンベでアセ
チレンを供給されるのですが、このアセチレンに関する規定が残っているので、これは混同される
ような例があったように思います。 

角田 具体的にどのような機械というのが思い当たらなくて、難しいのですが、ただ、現場を見てい
ると、本当に古い機械が使われているのを見ます。今とは全く仕様が違うものがあるので、そのギ
ャップを感じて、今のものを適用したほうがいいという意見なのかと理解しています。具体的にこ
の機械がというのがないと、何ともコメントがしようがないのです。すみません。 

玉泉 ただ、篠原さんの意見は、いいと思いますね。溶解アセチレンで、昔、私が若いころは使って
いましたけれども、今は使っているところはありませんので、もう不要ではないかと思いますけど
ね。 

篠原 新しい機械が出てきていることは確かで、以前藤森先生でしたか…忘れてしまっていますが、
フォークリフトか何かで小型のものが出てきて、その機械の分類が難しくなっている例があるとい
うお話がありました。それは、具体的にそのようなネタが出てきたときに、また議論するというこ



とで、その規制の見直しが必要な面はあるけれども、それ自体は、すぐに認識して、必要な規制を
新たに設けていく仕組みの問題だと思うので、私は、取りあえずはいいと思います。 

森山 分かりました。抽象的には、このような問題は。 
篠原 あるかなというくらいです。 

 
 
■質問 4（足場・墜落防止） 
19 一側足場 
提案文 一側足場の墜落防止措置等 

一側足場についてはその構造上、作業床の片側（建地のない側）は手すり等の墜落防止措置が講じら
れないものであり、本足場が安全衛生の観点から優先して設置されるべきところ、本足場を設置する
ことが可能なだけのスペースがあるにもかかわらず、より簡易な一側足場を設置し、墜落の危険のあ
る足場で労働者が作業している状況も認められることから、一側足場の設置の基準等について、一定
の考慮が必要ではないかと思料する。（00074 監督官（1）） 
一側足場に対する規則の新設。（00163 監督官（1）） 

結果 提案に賛成。（2022 年 2 月 19 日も再検討したが同じ結論） 
参考 

 
（写真：角田委員提供） 

議事録 （2021 年 6 月 19 日） 
篠原 簡単に説明させていただきますと、建地（たてじ）というの地面から空中に向かって伸びてい

るパイプのようなもので、それが 1 本しかないので足を乗せる場所が狭くなってしまいます。本足
場は建地が 2 本付いているので、幅が 40 センチほどでしょうか（・・・音声不明瞭・・・）作業
床が設けられます。基本的に 2 メートル以上の場所は安全な足場を設けなければならないというこ
となので、本来なら本足場でなければなりません。敷地が狭いなどやむを得ない場合は一側足場を
使う場合もありますが、基本的には本足場が必要なので、例外的に一側足場を使用する際の基準に
ついて述べている見解であると思います。 

三柴 森山先生にもお尋ねしてよろしいでしょうか。 
森山 安全性からいえば本足場の方が安全です。一側足場は中さんが不要なので、かなり落ちやすい

です。狭隘な場所には一側足場、そうでない場所には本足場という原則はありますが、省令では定
められていない感じなので、本足場を設置できるほどのスペースに一側足場があっても違反という



ことにはならないと思います。 
角田 一側足場は非常に脆弱な構造になっています。非常に狭隘な場所で設置されていますが、使っ

ている方としてもグラグラするのを感じます。 
 
20 1.5 側足場の設置による脱法 
提案文 足場について、本足場が法の適用を受けるが、業者によっては法の適用を逃れるために、場所的な余

裕があるのに、一・五（正式な名称ではない）側足場（本足場から柱を一本飛ばしで抜く足場）が認
められ、違反勧告ができない状況であり、抜け穴をふせぐ改正があってよいものと思料。（00081 監
督官（1）） 

結果 1.5 側足場は本足場として安衛則が適用されるので適用上の問題は生じないと思われる。 
議事録 （2021 年 6 月 19 日） 

玉泉 本足場では建物側を「前踏み」、後ろ側（外側）を「後踏み」と呼びますが、後踏みの建地は
全部ありますが前踏みの建地は 2 本のうち 1 本を外してしまいます。そうすることで業者として
は、本足場には該当しないということで逃げようとしているわけです。住宅の現場でよく見受けら
れるケースです。結局はスペースの問題で、スペースが一定以上であれば必ず本足場でなくてはな
らない、何センチ以下であれば一側足場でもいい、などと明確に定めておかないといけません。 

三柴 前踏みを本来なら設置しなければならないのに・・・ 
玉泉 前踏みはあるにはあるのですが、たとえば 1.8 m ピッチで設置すべきところ、3.6 m ピッチで

設置するといった具合です。 
三柴 本来は 1.8m ごとに設置すべきところ、間隔を広げてしまって・・・ 
玉泉 そうです。つまり、1 本ごとに建地を抜いてしまうわけです。そうすると、「本足場」ではな

いだろうということで、言い逃れするんです。 
三柴 本足場でないとなると、どうなるのでしょうか。 
玉泉 本足場は省略してはいけません。省略しているから本足場ではない、という言い分です。ま

た、一側足場でもないということになります。その場合に、どちらの規定を適用するのか悩んでし
まうというのが提案の趣旨だと思います。 

三柴 わざわざグレーな状態をつくって法令の適用を逃れようとしているわけですね。 
玉泉 そうです。 
三柴 これはまさに法の抜け穴ということですね。 
（2022 年 2 月 19 日） 
玉泉 玉泉ですが、私は住宅メーカーのパトロールに関係していますが、これは、もう実際には、一

側足場ではなく、本足場として適用させています。後踏みは、おっしゃるように、全部ありますけ
れども、内側の前踏みが 1 本ずつ飛ばして（＝抜いて）います。それは本来置くべきもので、脱法
行為で、これは本足場ということです。ですから、設置義務は、構造上、563 条の本足場としてや
らなければいけなので、本足場の基準を適用させています。ですから 1.5 足場というものはない
と。1 か 2 だと。私は、法の適用を 1 か 2 かという指示をしています。 

森山 私もそうしています。 
玉泉 でしょうね。 
森山 はい。 
玉泉 ですから、一側足場として見ている人は、多分いないのではないかと思うし、（安衛則）563

条違反で切ればいいのだと思います。 
 



21 壁つなぎ等の設置間隔 
提案文 足場の倒壊防止関係 

法定の壁つなぎの設置間隔が安全の確保から考慮して適切であるか。多くの現場においては法定の設
置間隔は広すぎるとして、法定の設置間隔より狭く、法定よりも安全側な間隔で設置している。ま
た、控えの設置についてもより詳細を検討すべきではないかと思料する。（00074 監督官） 

結果 提案に賛成。 
議事録 （2021 年 6 月 19 日） 

森山 法定の壁つなぎの設置基準とは何かというと、建地が曲がってしまうと折れてしまうので、そ
うならないように一定間隔ごとに固定して建地の縦方向のゆがみをおさえなければならないという
ものです。しかしこれは、風荷重を考慮しておりません。無風状態で足場が振動などで倒壊しない
ような基準が定められていますが、風が吹くと足場が荷重を受け、法定の最低基準だと足場が倒壊
することがあります。 

三柴 結局今の基準では安全を保てないことがあり得るということでしょうか。 
森山 そうです。風が吹くと安全を保てなくなります。この点仮設工業会が基準を設けていますの

で、必ず指導はしますし、実際に放置すると倒壊する可能性が十分あるので事業者も指導には従っ
ています。 

三柴 仮設工業会が出しているガイドラインは行政からも遵守するよう指導されているのに、危害防
止基準として設定されていないのはなぜでしょうか。 

森山 もしかすると他の条文に性能要件のような規定があるかもしれません。それを適用すれば結果
的に壁つなぎを増やすことになるかもしれません。この点まだ検討していないのでハッキリとは分
からないのですが。 

角田 枠組み足場でも垂直 9 m、水平 8 m で設置されていますが、実際にはこれより短いスパンで設
置されていることが多いです。 

（※画像をもとに壁つなぎの設置場所や役割等について角田委員から説明） 
角田 工事の途中では壁つなぎを設置できないことがあります。パトロールでそういう場面をみる

と、足場自体が非常に揺れ、危険な感じがします。なので、壁つなぎは必須であると言えます。 
三柴 ありがとうございました。特に建設安全等がご専門でない方、他に質問等ありませんか。 
原 この問題に関連する安衛則の規定は、第何条あたりでしょうか。 
森山 安衛則第 570 条です。 

 
  



22 「作業床」の定義 
提案文 労働安全衛生規則第 519 条第 1 項の「作業床」は何か。 

（00082 監督官（2）） 
結果 分かりやすく定義することも視野に、検討すべき。「通路」、「業務」についても同様。 
森山註 (1) 令和元年 8 月付け厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課「墜落制止用器具に係る質疑応答集」

（https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000540770.pdf）より、作業床の意義についての
質疑応答を次のとおり抜粋する。 

 
(2) 「作業」とはなにかという点も問題となる。労働者の労働を全て「作業」と捉えるか、あるいは

それよりも狭い範囲を「作業」と捉えるかで、運用が異なる。例えば、「通行」は作業ではない
という解釈がなされることがあり、その根拠として「作業床」と「通路」が安衛則で別々に定め
られていることが挙げられることがある。 

議事録 （2022 年 2 月 19 日） 
三柴 どなたかの報告で、判例で、通路の定義が問題になった刑事案件がありました。要するに、作

業床の一部を、金属製に取り替えようと思って、いったん空けたままその場を離れました。そこに
一応白い目印を付けておいたのですが、別の出入り業者がやって来て、無視して入って落ちてしま
ったケースです。そのままにした元請けの担当者か何かが、立件、訴追されました。最終的には、
その刑事罰は駄目という判断になりましたが、裁判所としては、理由の付け方として、そこは通路
に当たらないからという説明になりました。通路というのは、労働者が通るところだからというこ
とです。 

これは、どこの者とも分からない業者がたまたまやって来て通る場所は、通路には当たらない、
従って、通路の管理は元請け、または元方の法定の仕事にはならないので、責任を問われないとい
う論理でした。これは、私も少しコメントを書いたような気がしますが、それとは真逆のような解
釈をするケースもあります。このケースだと、さすがにそこまでは責任を負わせられないだろうと
いう、出口の結果的判断、価値判断が先にあって、そこに理屈が合うように、その文章（判決
文？）を書いた感じがします。 

ですから、その目的論解釈というか、それが、以前（労基法旧第 5 章時代）は結構多かったと思
います。ただ、現行の安衛法になって、以前はアバウトだったところを名宛人を含めて、かなり交
通整理をして、はっきりと書くことになりました。その結果、実を言うと、現場裁量が小さくなっ
て、堅い、厳格な解釈が増えた感じがするのです。旧安衛則時代のほうが、アバウトな書き方をし
ていた分だけ、目的論的な解釈がしやすかった面があると思います。それは、どちらがいいかはよ
く分かりませんが、この通路の解釈などもそうですが、解釈が堅くなってきている感じは受けま
す。以上です。 

森山 ありがとうございます。私も、旧安衛則との比較をあまりしていないので、大変申し訳ないの
ですが、昔は認められたものでも、やはり、検察で解釈を結構厳しくされるのは、最近は増えてい
るのかもしれません。 

https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000540770.pdf


三柴 見ていて、そのような感じがします。 
森山 非常に罪刑法定主義を徹底する方向になっているのかもしれません。 
三柴 そうですね。 
森山 ここは私も長年謎だったのですけれども、念のため、安衛法でいう「作業」は、当然、労働者

の労働全てが入るという解釈でよろしいのでしょうか。それとも、通路との比較もありますけれど
も、そうでもない場合があるのか、立法の立場から、畠中先生にお伺いしたいのですが、いかがで
しょうか。 

畠中 正直言って、そのような細かい議論は、私は覚えていないです。 
森山 ありがとうございます。分かりました。これについて、何かご意見がある先生がいらっしゃい

ましたら。 
玉泉 すみません。「通路とは」という通路の通達は、昭和 23 年 5 月 11 日に出ていて「当該場所に

おいて、作業をなす労働者以外の労働者も通行する場所をいうこと。」となっています。「作業」
がこの中に入っていますから、広い意味では、「通行」も「作業」に含むのでしょう。その「作
業」全般のうちの、単に、通るだけの目的のところは通路という感じで受け取っています。 

森山 ありがとうございます。 
玉泉 それから、三柴先生のこの事案は、何かおかしいです。落ちた人と使用者とは関係ないわけで

す。抽象的危険犯ですから、足場だったら安衛則 563 条で、そもそも、取り替えようとしたそこに
白く明示をしたのは、元請けとしては、一種の立入禁止措置をしたつもりだったと思うのです。 

三柴 そうです。 
玉泉 ですから、それをもって立入禁止措置をしていますので、自社の労働者及び下請けに対して

は、そこで立入禁止措置を行ったということであれば、違反には問えないような気はします。 
三柴 ですから、そちらにいけばいいのです。 
玉泉 そこで落ちた人（がどこの所属か等ということ）とは、（違反の有無と）関係ないわけですも

んね？その業者の話であって、業者はそれとは関係ないわけです。ですから、そもそも違反として
は難しかった事案ではありますね。実際に死んでいるからやったのだと思いますけれども、少し無
理だったという気はしないでもないです。 

三柴 全く同じ感覚です。ですから、問題の立て方自体を誤った上に、その解釈の仕方を恣意（し
い）的にやってしまっています。ですから、その恣意の方向が、罪刑法定主義を形式的に運用する
というか、そのような方向に流れてしまっているのが、安全衛生という目的との関係でどうなのか
が、気になっています。それが言いたかったのです。 

玉泉 分かりました。 
森山 ありがとうございます。 
玉泉 ただ、作業床については、やはり何か定義をすべきではないでしょうか。それは開口部の定義

も、です。アメリカは 12 インチでしたか、何かありました。ですから、そのようなきちんとした
数字で決めたほうが、足場等の躯体との隙間は何センチというのも、よく問題になりますけれども
墜落するおそれとの関係で言っても、開口部や作業床など、誰が見ても分かるような言葉にすべき
ではないでしょうか。国民全般、一般が分かるような法律にすべきだと思います。 

森山 ありがとうございます。では、言葉の定義は、一般論としても必要と思いますので、検討を加
えていくことでよろしいでしょうか。 

三柴 ですから、分担研究報告書の執筆者にお願いをしている用語の解説をまめにやっていかれる
と、結局、法令に書いていないけれどもどう説明するかを、考えなければいけなくなると思いま
す。ですので、それはぜひ取り組んでいただければと思っています。執筆者お一人お一人にも、続
きをお願いします。 



森山 はい。用語解説が解釈論にもなるという。 
三柴 そうです。そうなっていくし、これをどう考えたらいいか分からないというのは、メーリング

リストなりで、皆さんに問題を共有していただきたいと思っているのです。 
森山 ありがとうございます。よろしくお願いします。 
篠原 すみません。補足というとあれなのですが、労働安全衛生法 14 条の、作業主任者は「作業」

ですよね。作業について、政令で定めているような危険性、有用性が高い作業は、その作業者の中
から作業主任者の人を選びなさいと。一方、（労働安全衛生法）61 条の就業制限です。免許及び技
能講習（の修了）がないと業務に就けません。こちらは「業務」になっているわけです。 

この「作業」と「業務」の話で、これも、明確にはどうなのだと。以前、無資格者の人が建設機
械に乗って、仕事を終えた後で後片付けをしていました。会社も、無資格者だけれども、それを認
めていました。要は、作業場所から駐車場所に移動させている途中で、山道だったので、落ちて亡
くなったという事故、災害がありました。それを送検したときに、担当の副検事から言われたの
が、現場から駐車場に運んでいたと。確かに、建設機械を運転していたけれども、それは運転の業
務ではないと。そのときはドラグショベルだったのですが、ドラグショベルの運転の業務は、土砂
をバケットに運搬して運んではじめて運転の業務なので、単なる仕事が終わった後で後片付けをし
ていた、現場から重機置き場に運んでいたのは、それは運搬の業務にならないから、61 条の構成要
件を満たさないと。結局、送検はしましたが、そのような事例もありましたので、ここは明確にな
るといいと思います。 

森山 はい。 
三柴 篠原先生、例えば、安衛法で「作業時間」という用語が出てきます。作業時間を制限するとい

う趣旨の規定ですけれども、これは潜水作業のようなものを前提にしていて、作り手は、その労働
時間とは違う表現を、わざわざ使ったことに意味があるという風に考えているらしいんですよね。
結局、その心は、業務・労働をしているとは限らないけれども、むしろ、その危険な場所で危険な
行動を取っていることを示すために、作業という言葉を使ったんじゃないかなと思えるのです。で
すから、これも安衛法の目的論的な性格を反映しているように思えます。以上です。 

篠原 ありがとうございます。 
森山 ありがとうございます。確かに、その業務や作業というのは、私もかなり疑問に思っていまし

た。どうですか。「作業」や「業務」というのは、どの程度法的な検討がされているのかは、今後
検討していきたいと思いますが、例えば、有機溶剤業務は「業務」を使っています。有機溶剤作業
主任者の場合は、有機溶剤業務に係る作業や、かなり入り組んだ形で、省令で決まっていますの
で、これは、私は検討したほうがいいと思っています。 

 
 
23 墜落時保護用保護帽の着用義務の明文化 
提案文 現行、保護帽（ヘルメット）について、現行、飛来・落下防止のために着用義務がある。墜落危険が

ある場合にも、着用義務とした方が良いものと思料。高層住宅の屋上の端で作業している場合、ヘル
メット着用していなくても違反が切れない。（その場合、より性能の高い墜落用のヘルメットの着用
に一本化したらと思料）（00081 監督官（2）） 

結果 賛成 
ただし、その後、この報告書の作成前に、貨物自動車における保護帽着用義務を拡大するという安

衛 則 改 正 案 が 労 働 政 策 審 議 会 に 諮 問 さ れ 、 妥 当 で あ る 旨 答 申 が な さ れ た
（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31052.html，令和 5 年 3 月 5 日閲覧） 

議事録 （2021 年 6 月 19 日） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31052.html


角田 公共工事ではいかなる作業であっても、飛来・落下があろうがなかろうが、ヘルメットは
100％着用されていますが、一戸建て住宅の建築などにおいては、公共工事に比してヘルメットの
着用がなされていない場合が見受けられますので、少なくとも建築工事の場ではヘルメットの着用
を義務付けてもいいかと思います。そういう意味では、ヘルメットの着用義務の範囲を広げた方が
いいと思います。 

玉泉 墜落については、はい作業において墜落の危険を防止するため、また 5 t 以上のトラックに乗
る場合に安全帯などは必要ではありませんので、墜落防止のためのヘルメットの着用が義務づけら
れています。建築現場の場合、高層住宅の上で作業している場合に、飛来落下防止用のヘルメット
着用が義務づけられます。ここでいうのは、屋根から落ちたときに後頭部を打ちつけるので、飛来
落下用だけのヘルメットではダメだということだと思います。ヘルメットは墜落時保護用で横に強
いのもありますので、それを着用すればいいのですが、そもそも建設現場においてはヘルメットの
着用義務が、高層住宅で上で作業をしている場合にのみ課せられていますので、建設現場で着用義
務を課すとはどの条文にも書かれていません。その点が従来からの規制の弱点だと思います。建設
現場で屋根の上にのぼった時は、法令上ヘルメットは不要になっているのです。 

三柴 先ほど触れたはい作業の“はい”を漢字で表記するとどうなりますか。 
玉泉 「掽」と表記しますが、第二水準の漢字にも含まれていない字です。平凡社と小学館の漢和辞

典には載っていますが、他の漢和辞典には載っていませんでした。 
三柴 どういう意味の言葉でしょうか。 
玉泉 もともとは「はえ」というのですが、手偏に旧字体の「並べる」です。要は並べていく作業

で、米俵などを積み重ねる作業のように、どんどん荷物を上に積んでいくため、人も上にのぼって
いくわけです。墜落すると横や後ろが当たりますので、横と後ろの衝撃に強いヘルメットを着用す
るわけです。安衛則第 427 条以下にはい作業に関する規定があり、その中に墜落による危険防止の
ための保護帽着用の規定があります（第 435 条）。この辺りの条文は昔から変わっていませんの
で、建設業においては心もとないところがあります。建設現場で建物の中に入ってしまったら保護
帽は不要ということになるのです。条文はそういう建て付けになっているので、保護帽の着用に関
する規定が及ばない範囲が少なくないのです。 

三柴 先ほど「後ろが当たる」と仰ったのは、墜落して後頭部から当たるという意味でしょうか。 
玉泉 墜落して後頭部を打つという意味です。たとえば建築現場で、脚立の上に乗っていて後ろに転

倒したら頭の後ろを打ちます。本当はこういう場合にも保護帽は必要になるわけですが、規制は何
もありません。 

三柴 そうするとこの提案は妥当ということになりますね。 
玉泉 そうですね。建設現場では、落下と墜落防止の両方に常に必要であるという内容に条文を改正

しないといけません。 
原 ご提案に賛成なのですが、ヘルメットの着用に関して一点よろしいでしょうか。玉泉先生のお話

を伺っていて思ったのですが、ヘルメットの着用義務に関する規定に抜け穴があったのは、ヘルメ
ットを着用していなかったからではなく、脚立が不安定だったから、あるいは建築現場の高層階で
手すりがなかったからなど、保護帽のせいではなかったと認識されていたゆえのことなのでしょう
か。つまり、ヘルメットを着用していてもしていなくても、どっちみち同じ結果だったという状況
があったのでしょうか。 

玉泉 高層住宅云々については、多分昔から変わっていませんので、規制そのものが古いと思いま
す。上から物が落ちてこないのであれば、労働者に対する危険のおそれがないから、ヘルメットは
不要です。高層住宅の上で作業している場合は、物が落ちてくる危険性があるからヘルメットを着
用せよということだと思います。 



原 その場合のヘルメットは、自分が墜落する場合に備えてのものではなく、上から落下してくる物
から防護するためのでしょうか。 

玉泉 ヘルメットの構造規格は 3 種類あって、上からの衝撃に強い飛来落下用と、もう一つは墜落防
止用で発泡スチロールが入っていて、横の衝撃に強いものです。また、7000V までの耐電圧ヘルメ
ットがあります。建築現場では、上から物が落ちてくるため、飛来落下用だけで足ります。はい作
業の場合は労働者が墜落します。また脚立の場合も転倒の危険があるので、横と後ろの衝撃に強く
なくてはなりません。その場合は墜落防止用の構造規格に合致したものでなければなりません。 

三柴 ありがとうございました。特にご異論がなければ「賛成」として扱います。この提案は本プロ
ジェクトで取り上げるものとします。 

（2022 年 2 月 19 日） 
森山 要するに、もう少し広く、保護帽の着用は義務化したほうがいいのではないかとなっていま

す。 
三柴 これは、墜落防止は、安全ベルトを着けたり、ハーネスで守るなどが可能でなければ、技術的

には、やはりヘルメットがそれなりに有効なのでしょうか。 
森山 やはり頭部保護は重要ですし、私は、もしかしたら墜落よりむしろ転倒が、非常に重要だと思

います。例えば、よくあるのが、冬に屋外が凍結している場合は非常に転倒しやすいので、保護帽
をぜひ付けてもらいたいというのが、私の考えです。もちろんその前に、塩化カルシウム等を撒け
るのであれば、ぜひ撒いていただきたいのはありますが…（転倒時保護用保護帽というものをつく
って）保護帽で対応するというような措置もあっていいのかなと思います。 

 
■質問 4（資格） 
24 就業制限資格確認義務化 
提案文 事業者が就業制限のかかる業務についての資格の確認義務。（00107 監督官（1）） 
結果 賛成 
森山註 オペ付きリース業者が連れてきたオペ（オペレーター＝重機運転手）の資格を確認する義務は安衛則

第 667 条第 1 号で規定されているがそれ以外で確認する義務は規定されていない。 
議事録 （2022 年 2 月 19 日） 

三柴 これは、元々法の定めは、要するに、資格者を使えということでした。それには、当然確認の
趣旨を含んでいるのではないか、つまり、逆に安衛則第 667 条第 1 号は、わざわざ確認しろと書い
ていることは、確認規定としてはいいかもしれないけれども、ある意味余計なことと思います。や
らない人が多いから、あえてはっきりさせるために書いたのであれば分かりますけれども、そもそ
も、今の法の定め方自体で確認の趣旨を含んでいるように思いますが、どうでしょう。 

森山 これは、私から説明させていただきたいことがあります。つまり、やはり安衛法は故意犯です
ので、資格がないことを認識しながら業務に就かせたというところで、就業制限違反で罰則が適用
されるという前提があります。確認義務があると、罰則適用しやすいのです。あとは、実際に確認
していない業者が多いので、もちろん確認するというところは、私は、法律…省令で明記したほう
がいいとは思っています。 

三柴 これはどうなのでしょうか。 
淀川 ここは私が（逐条解説を）担当していた第 33 条に関係するところでして、過去の裁判例で、

確認義務を履行していなくて、結果的には全員有資格者の事案でも有罪という判決が出ていたの
で、この確認義務を履行するかどうか自体が、すごく問われているというのが 1 点です。あと、も
う 1 点が、何を確認するかなのですが、通達で上がっていたのが、免許証と技能講習修了証を確認
すればそれでいいですという書き方もしていました。念のために補足させていただきました。 



森山 つまり、（資格の確認は怠ったけど）持っていたからいいじゃん（結果オーライ）ということ
ではなくて。 

淀川 おっしゃるとおりです。 
森山 確認していないというだけで、有罪になったということです。ありがとうございます。 
玉泉 玉泉です。森山さんはよくご存じだと思いますけれども、実際に送検するときには、社長が

「持っていると思っていた」などと言って、捜査技術上非常に難しい面があります。そうすると、
確認義務があったほうが、確認をしていなかっただけで送検できるといいますか、法技術的には作
ってもらったほうが、監督畑としては、非常にやりやすいと思います。このような事案は、ものす
ごくたくさんやりましたので、送検するときに、社長は大抵「持っていると思っていました」ぐら
いの言い訳が、非常に多いのです。（安衛則）667 条のように、（安衛法）61 条の場合でも、確認
義務を作ったほうがやりやすいとは思います。以上です。 

森山 ありがとうございます。それから、多分、確認義務を課した場合に、やはり、その実行行為者
がより上になるというのが、私の考えです。組織的に確認することになるので、もしかしたら、社
長までいきやすいという。 

玉泉 そうです。森山さんのおっしゃるとおりです。 
森山 あともう 1 つ、あるかないかが分からないケースがあります。結局、特別教育を受けたのだけ

れども、資格証がないのです。受けたけれども資格証がないという、曖昧なことがなくなる。 
玉泉 そうですね。特別教育は、保存義務が 3 年しかありませんので。あれは、保存義務について

は、もう少し検討したほうがいいです。確認のほうでいってもいいかもしれません。 
森山 ある意味、これはもう行政側の情報保存もあると思います。これについて、何か他にご意見

は、三柴先生も含めて、いかがでしょうか。 
三柴 これは、少しあります。イギリスなら、コンペテントパースンという表現を使って、「適任な

人を選任しなさい」という書き方だけです。非常にシンプルに書いておいて、要は安全衛生の資格
を出しているのは民間団体なので、そこが担保している能力を見るということに、大体なります
が、変な話、別に、その資格を持っていなかったからといって、適任性が確認できれば問題ないで
すし、その逆もしかりです。 

ですから、目的論的解釈ということで言うのであれば、イギリスのほうが筋は通っているので
す。しかし、日本の場合は、とにかく民間が乗ってこないのを公共政策で、ある種無理やり安全衛
生を担保させる流れのようです。そうすると、国が資格を作って、それを持っている人を、あるい
は国が認める研修を受けた人を使いなさいという定めを置いて、ここまででもかなりイギリスに比
べればお節介で、さらに確認義務を課すということになると、もうどこまで規制を細かくすればい
いのだという状況に、比較法の観点では、言えるわけです。 

要するに、この立法技術というのは、俯瞰（ふかん）して見たときに、どうなのでしょうか。ぎ
りぎりの細かいルールを、逃げ場をなくすかのように詰めて作っていくのが、何か弊害を生まない
のでしょうか。つまり、規制はいたちごっこなので、細かいものを作ると、またその抜け穴を探し
てということの繰り返しになり、ルールも複雑になって、何があるかが分からなくなってしまいま
す。 

それから、これは筋論として、例えば、このようなことです。抜け穴を探すとすると、国家資格
といっても形式的なものだから、例えば、衛生コンサルタントもそうですが、持っているけれども
やれる仕事は限られているような人が、非常に多いのです。化学物質のことが分かる人は、手を挙
げさせたら、全国で 30 人いないような状況だったりするのです。資格さえ持っていればという動
きになって形骸化するのを、私は少し心配しています。 

玉泉 玉泉ですが、よろしいでしょうか。 



森山 お願いします。 
玉泉 これは（安衛法）61 条ですから、就業制限の問題です。危険な、有害な業務に従事させるのに

ついて、資格を持っていないといけないということです。例えば、自動車のトラック業者やタクシ
ー業者などは、毎日、朝一番に必ず運転免許証を持っているかどうかを確認してから業務に従事さ
せるのは、当然のごとくやっています。ですから、イギリスのようなことも、当然よく分かりま
す。特別教育などは、典型だと思います。 

従って、一定の能力があれば、別にそれをやらなくても構わない、技術的な能力があれば、特別
教育はやらなくていいとなっているわけです。それは、イギリスと同じような感じだと思います
が、就業制限については、やはり労働者、他の労働者の生命に及ぼすところが、少し違うと思いま
す。やろうと思えば、それほど難しくないわけです。そもそも、（安衛法）61 条は持っている者に
しか就業させてはいけないということについて、それを確認するだけですから、それほど過大な要
求ではないと思います。 

三柴 そうですね。道交法との比較でいくと、例えば、携帯を持って運転するのが危ないということ
で、ある時期、携帯を手に持つだけでアウトという規制を作りました。あれはあれで安全の秩序作
りに貢献していると思うので、ここは力を入れて重点対策をしていこうというところには、やり方
としてはありだと思います。たばこの規制も、職域の受動喫煙対策だったら、たばこを手に持った
時点でもう罰則など、そのような国もありますが、やり方としてはあるとは思っています。現場的
に無理がなくて、実効的だというのならば、そのようなルールでいいとは思います。ありがとうご
ざいます。 

森山 ありがとうございます。では、これは要検討でしょうか。他の先生方は何かなければ、検討し
ていくことにしたいと思うのですが、いかがでしょう。 

三柴 私は賛成で、丸でいいです。 
 
25 技能講習修了情報の管理 
提案文 免許については、都道府県労働局長が行うことから、その実施状況について容易に把握できるが、技

能講習については、登録講習機関が実施するものであることから、監督機関において、その実施状況
を把握することは困難であるところ、これを把握できる制度にできないか。 
（理由）技能講習の修了証を携帯しておらず確認ができない場合に、技能講習を修了していないため
に携帯していないのか、技能講習を修了していて、紛失等したものか判断することが極めて困難であ
ることから。（00007 監督官（3）） 

結果 賛成 
森山註 技能講習や特別教育は、「修了していない」ことの証明は非常に難しい。 

（なお、一般の産業現場では、技能講習も特別教育も「免許」と言われている。） 
議事録 （2022 年 4 月 16 日） 

森山：少し補足します。クレーンなどは一般に使われていますけれども、労働法で規制していまし
て、労働安全衛生法で規制していますけれども、大きいクレーンはクレーン運転士免許です。少し
小さくなるとクレーンの運転の技能講習で、さらに小さくなると特別教育ということになるのです
けれども、それを持っておらず運転技術が低く事故を起こすということもありますので、われわれ
としてはパトロールでそういう資格を保持しているかを確認するのですけれども、技能講習あるい
は特別教育となると資格を持っているかどうかというのは確認がかなり困難な場合がありますの
で、それを何とかしたいという提案のように思います。何かご意見がありましたら。 

三柴：要するに、資格もないのに運転させたり、操作させたりすると危ない作業というのがいろいろ
あるので、その水準によってかなり高い技能がないといけないものは免許にしているけれども、そ



こまで高いレベルの技能が要求されないというのであれば、一定の講習を受ければ良い、あるいは
特別教育を受ければいいと段階的に必要な条件が定められているということです。ここでは、技能
講習を受けたかどうかが、なかなかチェックしづらいということで、方法がないか、方法を検討し
てほしいという要望があったということですね。 

柳川：特別教育は、これは現在も修了証を発行することすら義務付けられていませんし、事業者に保
存義務がありますけれども、3 年間だけです。技能講習については、修了証を発行するのは当然各
登録教習機関ですけれども、国はその登録教習機関の修了したという結果の台帳を指定修了証発行
機関、富士通さんのほうに全て送ってもらうようにお願いしており、そちらでまとめて入力してい
ます。それはただ登録教習機関が嫌だと言ってしまえば、それで終わりですので。 

森山：強制ではない。 
柳川：富士通というのは、必ず富士通というわけではないのですけれども、今はたまたま富士通がし

ているというだけですけれども、これを今度は K システム、K システムというのも正式な名称では
なく、仮の名称ですけれども、というものを導入すれば各受講生の方は直接その K システムに受講
申請を出すようになるわけです。この K システムで全て結果は記録して、各登録教習機関にあなた
のところにこういう申し込みがあったからやってくださいと通知を出し、その登録教習機関のほう
で「はい、やりました。この人は合格しました。修了しました」という通知が来ると K システムに
保存され、それを各個人のマイナンバーカードを IC カードスマホに照らしてみると、この人はこ
れを修了していますという証明書になるというシステムです。ただ、正直申し上げまして、関係者
は実際にうまく運用できるかということについて、かなり疑問を持っているという印象を私は持っ
ています。 

森山：それは現状の制度はということですか。 
柳川：そうではなく、この K システムのほうも、K システムというのは、新しいマイナカードを使っ

てというものです。 
森山：その理由としては、どういうことがあるのでしょうか。 
柳川：まず一つには、K システムそのものがかなり動いたとしても、おそらく証明書としてはマイナ

カードというのは極めて使いづらいものになるだろうと思います。というのは、そこに技能講習
何々を修了しましたと書かれているわけではありません。あくまでもそれを IC カード読めるスマ
ホに照らせば出てくるというだけです。そうすると、例えばある建設現場があり、その建設現場に
入る労働者に対して全員、今であれば修了証のコピーを事前に提出しろと言えます。ところが、そ
ういうシステムができてしまうと何が起きるかというと、スマホで映してそこに現れたものを写真
で撮って送ればできるではないかと思うかも分かりませんけれども、はっきり言って、それは偽造
をし放題です。なので、どうなのかという感じはしています。そうなると結局、各登録教習機関が
修了証を並行して発行するということになってしまいます。ただ、この提案に関しては、うまくい
くでしょう。この提案に関しては、問題がないわけです。というのは、データは全て。 

森山：そうですね。元データがきちんとプールされているという意味では、改善は可能かもしれない
ということですね。 

柳川：当然そうです。ただ、当然そのシステムができる前に技能講習の修了証を取った人が、そこに
データを入れることに協力してくれるかどうかということになると、また話は別です。 

森山：分かりました。ありがとうございました。 
三柴：森山さんの実務感覚にも、少し尋ねたいのですけれども、この提案をされた方は、労働監督の

特殊性というのを念頭においていると思います。監督官が監督指導をするから効き目があるという
ことをおそらくこの提案の背景にはイメージしていると思います。だけど、柳川さんからされた話
というのは、いわば間接強制など誘導の方法で、簡単にいうと、システムを組み、そこに乗ると便



利だからみんな乗ってきてというやり方だと思います。イギリスみたいに、例えば危ない建設現場
に入るには、ある証明書を持っていないと駄目だなど、Permit to Work Systems といいますけれど
も、そういう方法を採っているところであれば、システムと調整などセット、労働監督とシステム
の組み立てがセットということになってくると思うのですけれども、どうでしょうか。伺いたいの
は、労働監督のパワーを使ったほうが効き目があるのか、それともマイナカードなどで情報を一元
化して、そのメリットあるいは乗らないことのデメリットを強調するほうがいいのか、将来も見越
して、現場感覚的にどちらがいいと思いますか。 

柳川：すいません、一言だけ。 
三柴：どうぞ。 
柳川：失礼ながら、誤解があるような気がするのですけれども、この提案の理由というのは、実際に

就業制限の技能講習を修了していないものが運転をしていた、要するに無資格運転をしていたとい
う場合に、その人が「いや、私は持っているけれども、修了証をなくしただけです」と、「じゃ
あ、それはどこで発行したんだ」と言われたときに「覚えていません」と言われたとしますよね。
そうしたときに、持っていないということを証明するのがかなり難しい面があります。なぜかとい
うと、修了証というのは国で出しているわけではなく、世の中にも山のようにある民間の登録教習
機関が出しているわけです。だから、制度上はデータはそこにしかないわけです。なので、全ての
ところに、あなたのところでこういう人がこういう技能講習を受けて修了していますかということ
を問い合わせをしない限り、ないという証明ができないという、そこを気にしていると思います。
なので、K システム、新しくできるマイナンバーカードを利用した K システムにおいては、一括し
てデータを扱うわけですから、そこへ問い合わせをすれば「いや、こいつはやっていないぞ」とい
うことが分かるということだろうと思います。 

三柴：分かりました。そういう意味では、この課題は、その K システムが整うことで少なくとも半歩
か一歩は前進するだろうということですね。 

柳川：そういうことになります。 
三柴：分かりました。これは、それでいいのではないですか。 
森山：ありがとうございます。普及という面では、当然監督機関の規模の話もあるので、どんどん民

間のほうで便利な制度ができて、それが普及するということも非常に大きい効果があるとは、先ほ
ど三柴先生の話でいうと、そう思うところです。 

三柴：では、これは。 
森山：もっともな提案と思います。 
三柴：先ほど、不確実なリスクへの対応で、体制作りを含めた手続きが重視されてきているというお

話がありました。安全対策でも、教育と専門性を高めた人を信頼して対策を任せるということは伝
統的にずっと行われており、特に旧安衛則のときに結構整備されたと、工場法時代から比べると、
旧安衛則の時代に結構充実化されて、本格的に充実化したのが現行法という感じがあります。です
から、この手の免許や技能講習や特別教育という話は、安全対策においても非常に重要だというこ
とを申し上げたいのです。それから、もう一つだけ、資格という言葉の意味ですけれども、これは
一般に思われている資格と安衛法上の資格は少し意味が違っているようです。要するにある資格を
持っていないとこの仕事はできないというのは就業制限というのですが、その場合の資格というの
は、いわゆる国家資格を持っているなど、免許があるなどいうだけの意味ではなく、まさに研修を
受けた、講習を受けた、技能講習を受けた、特別教育を受けたことも含め、その修了証を持ってい
るということも含めて資格と呼んでいます。ここの用語は混乱されないようにと思います。以上で
す。 

森山：今、近藤さんから共有がありました。既に、（任意制度ではあるが）まとまるくんというのが



ありますので、よろしければ後で、今チャットにアドレスが貼ってあります。こういう、先ほど柳
川先生がおっしゃったような制度があります。 

 
  



 
26 免許等の更新制度、安全管理者等の定期教育義務化等 
提案文 ①免許、技能講習修了者については、定期的に技能確認のための更新制度を設けるべきである。 

②安全管理者、衛生管理者については、選任後に定期的に能力向上教育を義務付けるべきである。 
（00275 元監督官） 

結果 まずは安衛法第 99 条の 2 及び第 99 条の 3 の活用を検討すべき。 
②については、法第 19 条の 2 はあるが、通達もかなり触れてはいる。しかし、努力義務なので、

実勢として不十分。安全管理者については殆どできていない。運行管理者であれば、毎年、一般講習
なりを受けている。知識情報のフォローアップのためにも、せめて 5 年に 1 回程度は義務としてやる
べきではないか。もっとも、安全管理者については、そもそも現場の生産管理に詳しくないとできな
いし、そういう人物を選任する趣旨で設計された経過もあるので、それに対応した教育制度にしない
と学習効果があがらないことになる。集団講習には困難がある。特に業種が異なると事情が異なるの
で、業界団体等にその業界に適合した研修を設計させるのが良いのではないか。 

森山註 参考規定 
作業環境測定法 

（研修の指示） 
第四十四条 都道府県労働局長は、作業環境測定の適正な実施を確保するため必要があると認める

ときは、作業環境測定士に対し、期間を定めて、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受
けた者が行う研修（以下「研修」という。）を受けるよう指示することができる。 

２ 作業環境測定士が事業者又は作業環境測定機関に使用されているときは、前項の指示は、当該
事業者又は作業環境測定機関に対して行うものとする。 

３ 前項の指示を受けた事業者又は作業環境測定機関は、当該指示に係る期間内に、当該作業環境
測定士に研修を受けさせなければならない。 

４ 第一項又は第二項の規定により研修を受けるよう指示された作業環境測定士は、当該指示に係
る期間内に、研修を受けなければならない。 

５ 研修は、別表第四に掲げる研修科目によつて行う。 
６ 前各項に定めるもののほか、受講手続その他研修について必要な事項は、厚生労働省令で定め

る。 
労働安全衛生法 

（講習の指示） 
第九十九条の二 都道府県労働局長は、労働災害が発生した場合において、その再発を防止するた

め必要があると認めるときは、当該労働災害に係る事業者に対し、期間を定めて、当該労働災害
が発生した事業場の総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、統括安全衛生責任者その他
労働災害の防止のための業務に従事する者（次項において「労働災害防止業務従事者」とい
う。）に都道府県労働局長の指定する者が行う講習を受けさせるよう指示することができる。 

２ 前項の規定による指示を受けた事業者は、労働災害防止業務従事者に同項の講習を受けさせな
ければならない。 

３ 前二項に定めるもののほか、講習の科目その他第一項の講習について必要な事項は、厚生労働
省令で定める。 

第九十九条の三 都道府県労働局長は、第六十一条第一項の規定により同項に規定する業務に就く
ことができる者が、当該業務について、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して労働災
害を発生させた場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、その者に対
し、期間を定めて、都道府県労働局長の指定する者が行う講習を受けるよう指示することができ



る。 
２ 前条第三項の規定は、前項の講習について準用する。 
 
労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律（平成四年五月二十二日法律第五十
五号）による改正 

 

議事録 （2021 年 6 月 19 日） 
藤森 提案②の安全管理者、衛生管理者云々については、現行法上安衛法第 19 条の 2 に安全管理者

等に対する教育等の規定が設けられ、「事業者は……安全管理者、衛生管理者……に対し、これら
の者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機
会を与えるように努めなければならない」とされています。また、通達でも細かく規定されている
と思います。この提案はこれを踏まえた上でのものなのか、いかがでしょうか。 

三柴 ありがとうございました。実態としてはどうなのでしょうか。要はここでの提言は「義務付け
るべきである」とするものですから、すでに現行法上そうなっているわけです。ただ、ルールを変
えるということと実態としてそうなっているということと双方が問題となるわけで、実態としては
どうなのでしょうか。 

玉泉 衛生管理者の教育については労働基準協会が実施していますが、安全管理者の教育を実施して
いる機関は聞いたことがありません。藤森先生はご存知でしょうか。 

藤森 衛生管理者に比べて安全管理者の教育があまり実施されていない点についてはおっしゃる通り
です。確かにこの辺りは手薄なようです。 

森山 安全管理者が安全に関して求められる知識は、事業場内にある危険源や作業の実態ごとに異な
ってきます。機械安全については、たとえば購入した機械に安全装置が装着されていない場合の対
処の仕方など、相当に詳しくなければなりません。なので、安全管理者の能力向上のための教育が
設けられていたとしても、各事業場にフィットするようなものでないと、受講者も学ぶモチベーシ
ョンがわかないでしょうし、労災の防止にはあまり役に立たない気がします。私の知人の講師も、
様々な業種の人を一堂に集めると関心にバラつきが出てくるようで、事業場の危険源ごとに教育す
る必要があるとのことです。 

北岡 情報の検索にも関わる話ですが、どのような単位で安全衛生の情報を伝えるか、あるいは技能
講習の再教育を実施するかについてですが、今森山先生が指摘されたように、他業種の方、たとえ
ば小売流通業の人が製造業の衛生管理の話を聴いてもピンとこないでしょう。安全についても製造
業と陸上貨物など、業種が異なれば関心事項も異なります。そうなると、業種にスポットを当てて
いろいろな取り組みを行い、更新制度や再教育も可能であれば業界団体や各業種の災防団体を上手
く活用すればより効果的になると思います。先にお話のあった安全衛生関係の検索についても、業
界ごとに危険源の情報提供があれば使い勝手がよく、各会社の安全担当者も同業他社でどのような
事象があるのか理解しやすくなると思います。製造業の人が建設業の墜落防止措置を知っても、
「うちでは必要ない」ということになるわけです。お話を伺っていて、その点の情報提供の仕方は
もう一工夫してもいいのではないかと思いました。 

この点労災保険の保険料率は業種ごとに異なっていますが、これをもう少しうまく活用できない
でしょうか。今年の 1 月に日本労働研究雑誌で労災保険料の決定方法について論文を執筆しました
が、その中で痛感したところです。場合によっては、労災防止に積極的に取り組んでいる業種につ
いては全体として保険料を低減してゆく仕組みは、現在でも用いられていますが、私の印象では未
だに上手くいってない気がします。この辺りをもう少し活用していくべきではないかと感じていま
す。 

三柴 井村先生、デンマークかアメリカを調査してくれたときに、安全衛生税のような税制を設け



て、安全衛生に取り組んでいると減税対象になる仕組みをつくろうとしたけど、結局上手くいかな
かったという話がありましたよね。あれはなぜ上手くいかなかったんでしょうか。 

井村 デンマークだったと思いますが、かの国ではもともと労災そのものが安全衛生と別枠という
か、リンクしていません。デンマークのメンタルヘルスの問題を調査した際に、職場復帰の話など
をお聴きしましたが、メンタルヘルスに関するデンマークの制度は職場復帰のために何ができるか
ということが中心になっていました。それは、労災補償という形で労働者の所得補償をするのとは
別枠の話ということです。たとえば精神障害を発症した労働者の職場に、プレミアムを付けて労災
を適用するという話はなかなか進みませんでした。制度としても別枠ということで、賛同を得られ
なかったと思います。 

三柴 単にメンタルに限定するのではなく、一般安全衛生税のような名称で減税するような仕組みを
紹介してくれたと思うのですが、それはひとまずおいて、日本の現行の労災保険のメリット制では
業種ごとの計算になっていたでしょうか。 

北岡 なっています。メリット制以前の話で、労災保険料率の決定の際には、当然各業種ごとの災害
発生状況に応じて保険料率が決定されます。 

三柴 たしか計算式上そうなっていましたね。「それ以前の話」ということはどこをいじることにな
るのでしょうか。さらに業種ごとの事情を汲むとすると……。あるいは労災保険でそうしているか
ら、安全衛生でも教育の面で業種ごとの特性を踏まえればよいという趣旨でしょうか。 

北岡 業界団体でまとまった安全衛生の活動をし、実際に一定の成果を出した場合に、その努力に鑑
みて保険料率の計算方法を業界全体で引き下げるということです。 

三柴 それはメリット制以前の問題でしょうか。 
北岡 そうです。メリット制は個別の事業者を対象としたものです。 
三柴 メリット制の計算式にその考え方を反映させることはできませんか。 
北岡 業種全体の保険料率を下げることで業界全体のモチベーションとするイメージですね。 
三柴 それでドライブになるかどうかという話だと思いますが、教育に話を戻すと、現在労働基準教

育は労働基準協会で、安全衛生関係は各種の災防団体が各業界団体に事務所を間借りして実施して
います。だから、各業界団体が運営する形になってると思います。ベテランの先生方は事情をご存
知かと思いますが、各業界が運営する災防団体の教育プログラムは、その業界の特徴を踏まえてい
るのでしょうか。 

篠原 クレーンであればクレーン協会のことでしょうか。 
三柴 それでもけっこうです。 
篠原 業界の特徴というよりも災害の特徴を踏まえたものではないかと思います。 
三柴 起因物とか型式とかですか。 
篠原 たとえば、最近私が講師を引き受けたボイラー協会は、事務局長はメーカー出身の方が着任さ

れます。機械設備がどんどん新しくなってきているので、その点も踏まえた話もあるのかもしれま
せんが、テキストは発生する災害をもとにつくられていますので、業界の特徴というよりも、やは
り労働災害の特徴を踏まえたものになっていると思います。 

三柴 建災防や陸災防などの災防団体の研修の事情についてご存知の方はいらっしゃいますか。藤森
先生は中災防でしたね。 

藤森 中災防とそれぞれの災防団体はいわば仲間ですが、一般的に言えば教育内容は 3 つの観点から
構成されます。一つは就労形態とその構成、二つ目は作業内容ないし業務内容、三つ目は機械等で
す。その意味では業種ごとに特化してメニューを組み立てているのが実情です。 

三柴 ありがとうございます。それでは、この提案については、次の通りになるかと思われます。方
向性としては、「○」と受け止めていいのではないでしょうか。 



②については、法第 19 条の 2 はあるが、通達もかなり触れてはいる。しかし、努力義務なので、
実勢として不十分。安全管理者については殆どできていない。運行管理者であれば、毎年、一般
講習なりを受けている。知識情報のフォローアップのためにも、せめて 5 年に 1 回程度は義務と
してやるべきではないか。もっとも、安全管理者については、そもそも現場の生産管理に詳しく
ないとできないし、そういう人物を選任する趣旨で設計された経過もあるので、それに対応した
教育制度にしないと学習効果があがらないことになる。集団講習には困難がある。特に業種が異
なると事情が異なるので、業界団体等にその業界に適合した研修を設計させるのが良いのではな
いか。 

井村 先ほどのデンマークの件ですが、2000 年に常勤の被用者数を基礎として一般労働安全衛生税
が課されることになっていましたが、2002 年に廃止になっています。目的は、使用者が安全かつ
健康的な労働環境を提供することを奨励することとされ、雇用する労働者の人数に応じて課す部分
と、労災補償の支出の多い使用者が案分して負担する形になっています。前者の被用者数に応じて
支出される部分については国庫に入れ、後者の部分については労災補償の保険者に納入する仕組み
を設けていました。2002 年に廃止されましたが、制度として上手くいかなかったというよりも、
政権交代の際に一般労働安全衛生税が国家財政の補充を目的としていて労働環境の改善という本来
の目的を損なっているとされ、税金の使途が企業のためではなく国のためになっていると批判され
たゆえです。結局はお金の使い方の問題であって、労働安全衛生のために使われていたわけではな
いから、わざわざこのような制度を実施する必要はないだろうということで廃止されたという経緯
です。 

三柴 ありがとうございます。結局、政権交代が大きな要因だったということで、実際に趣旨を考え
て検討したというわけではないということですね。 

森山 先ほど業種ごとに災害の特徴が異なるという話でしたが、「業種」という括りも意外と問題が
あります。たとえば小売業ひとつとっても、お菓子屋さんのように商品を仕入れて売る場合も小売
業で、他方で実質は製造販売も労災保険は小売業として適用しているケースが多いと思います。た
こ焼き屋さんのように食品を製造しつつその場で販売している場合には、私としては製造業として
扱うべきだと思うのですが、小売業として労災を適用することもあります。また、最近はデリバリ
ーサービスで食料品工場に近い実態があるものもありますが、宅配サービス業は日本標準産業分類
では小売業に分類されます。学校給食センターについても見解が分かれていて、製造業に分類され
る場合もあれば小売業とされる場合もあります。このような境界事例では、分類の不備という問題
が出てくることもあります。この点についても検討が必要であると思います。 

三柴 制度というものは、どのように定めたとしても必ず枠から外れるケースが出てきます。秩序を
つくるという意味では仕方ないことかもしれませんが……。 

（2022 年 2 月 19 日） 
三柴 ②について：今日は藤森先生がおられないですが、要するに、現に、認可団体等、災防団体等

が、講習をやっても人が来ないので、ルールでまた義務付けるしかないという話だったと思いま
す。 

森山 少し厳し過ぎるのでしょうか。 
三柴 これは、少なくとも経営者団体は、すごく反対するらしいのです。手間暇、時間も費用もかか

るから嫌だ、1 回受けたらいいではないかというのです。これこそ比較法をやるのであれば、当然
知識を更新しなければならないし、そのような声は多いです。安全に熱心な方ほど、更新、アップ
ツーデートはもう絶対だと言います。ただ、先ほども似たようなことを言いましたが、どうなので
しょうか。 

ルールで、つまり、公共政策で無理やりやる気のない人たちを引っ張り上げることで、意識が付



いてくるのかということです。産業医制度しかりですけれども、今、やはりルールは、例えば、5
や 7 のところにあると。それで、実態が、例えば 2 や 3 のところにあるといったときに、ルールの
ほうを次々に作り足して、それで少しでも引き上げようとするのは、それは大事だと思いますが、
そればかりでいいのかと思います。その現場での自発的な必要がきちんと育つのを待つのも、必要
ではないかというのは、どうなのでしょう。そこは、私自身も実は迷っているのです。何とか引き
上げられないかという思いです。 

要するに、上のほうで次々にルールを作って、下に落とすやり方ばかりでいいのかというのは、
それは、非常に悩んでいるのですが、どう思われますか。 

森山 私は、やはり実際にやる気のない方を講習に行かせても、ほとんど聞いていないと思います。 
三柴 聞いていないでしょう。寝るでしょう。 
森山 そこはかなり難しいと思います。ただ、私は、安全管理者はまだいいと思いますが、衛生管理

者制度は、相当形骸化に近い形になっています。例えば、衛生管理について、臨検したときに対応
されるのは、衛生管理者ではなく現場の担当者が衛生管理に詳しいということで、そちらが臨検に
対応をされたり。勉強のできる経理の方が衛生管理者免許を形だけ持って（届出て）いるというの
はあります。そのようなところも含めて、安全衛生管理体制自体は、要検討と思います。 

どうすればいいかは、私の経験では、なかなかアイデアがないものですから、この辺で何かご意
見がある先生がいらっしゃいましたら、お聞かせいただきたいと思いますが、いかがでしょう。 

角田 よろしいでしょうか。角田です。私も安全衛生の教育機関にいますので、今言った事情が、何
となく感じます。特に衛生管理者なのですが、先日、能力向上教育をやっていないかという問い合
わせがありました。ただ、やっていません。人が全く集まりません。試験の対策については人が集
まるのですが、それ以外は、衛生管理者の能力向上などは全く集まりませんし、また、事業者で
も、あえて受けさせるところも少ないのが実情です。 

特別教育なども、先ほどの自発的にという話にも関わりますが、だいたいは、もう会社で「受け
てこい」ということで受けられる方がほとんどで、自発的に、自分がこれから能力を向上させるた
めに、仕事の幅を広げるために受けようとしている人は、そう多くなく、やはり、上から指示があ
って受ける方がほとんどとは思います。 

ただ、一方で、能力向上であったり、特に安全管理者、衛生管理者、または安全衛生推進者につ
いては、安衛法等も改正されていますので、それらに対して知識を持ってもらう意味では、例え
ば、建設業の管理技術者教育などは 5 年に 1 回の教育がありますので、それぐらいの頻度で定期的
に受けられるのもありだとは思います。以上です。 

三柴 それは、前も、毛利（正）さんと森山さんと話したときに、似たような論題になったと思いま
す。例えば、私が作って運営してきた講座団体で、産保法研というのがありますが、そこに、自発
的に、お金も払って時間も使って学びに来てくれていた方々は、やはり痛い目に遭っているので
す。会社名までは出しませんけれども、訴訟になったり、マスコミに書かれたり、いろいろなこと
があって、伝統的に会社の方針として、「うちは、安全衛生は重視します」や、「産業保険を頑張
ります」となっているのです。 

トップダウンとボトムアップは、両輪でいかなければいけないのですが、そのボトムアップを考
えると、やはり、災害などでひどい目に遭ったり、ひどいことをやってしまったなどのことが必要
なのでしょうけれども、そこだけに期待をしていたのでは、それはまた災害天国になってしまうの
で、うまくいかないと思います。 

ですから、やはり経験を共有すること、その皮膚感覚でつかめるようにすることが、非常に重要
なのですが、かといって、危険体感教育のようなツールを生み出した方もいらっしゃるけれども、
普及しているとは思えないのです。やはり、そこはどのように安全衛生の皮膚感覚を持たせるか



が、非常に重要だと思います。 
ですから、実質的なアクティブラーニングをどうするのかは、事例をネタに話すなど、いろいろ

とあると思います。教育センターでもやっています。今日は藤森先生がいらっしゃらないけれど
も、そのように、事例をネタにケースワークのようなことをやるなどもしておられます。やってい
るけれども、さらにもう一歩進んだ、あるいは、事例検討のやり方をさらにリアルに感じさせるも
のに持っていくにはどうするか、そのようなことだろうと感じています。これは、大事な話だと思
います。ただ制度だけを作っても、多分、人が乗ってこないと思うのです。 

森山 （教育の）中身を、検討していくということなのでしょうか、あるいは…。 
三柴 両輪で、両方大事だと思います。やはり、受講者が寝る講義をする講師も、駄目だと思うので

す。かといって、無理やり連れてこられている人に傾聴させなさいというのも、かなりのスキルで
す。ですから、そこです。 

森山 そこは、このプロジェクトでも研修を実施されるということなので、そこでも（実践的に）研
究していくというにはなるんでしょうか。 

三柴 そうなのです。実効的な安全衛生教育は、非常に大事です。 
森山 これは検討していくということで行きたいと思います。 
畠中 よろしいですか。 
森山 お願いします。 
畠中 この免許技能講習修了等について、更新制度を設けたり、能力向上教育の義務化など、相当の

規制強化を提案されているようですけれども、いわゆる、その立法事実というのでしょうか。これ
は相当の規制強化なのですが、このようなものが一律に必要だという、どのような立法事実がある
のか、それを知りたいという感じはあります。 

このような免許技能講習の更新制度、あるいは能力向上教育の義務化の 1 つ手前の制度というの
が、作業環境測定法の中にあるのです。私は、この作業環境測定法も立法に参画しましたのであれ
なのですが、測定士については、研修の指示制度があります（作業環境測定法第 44 条第 1 項）。
これは「都道府県労働局長は、作業環境測定の適正な実施を確保するために必要があると認めると
きは、作業環境測定士に対し、期間を定めて、厚生労働大臣、または都道府県労働局長の登録を受
けた者が行う研修を受けるよう指示することができる」という制度です。 

この指示を受けた測定士が、その指定の研修を受けなければ、刑事罰が付いているわけではない
のですが、最終的には登録を取り消すというところまでいく、そのような強制性を持ったものなの
です。今まで、一度もこれは発動されてはいませんけれども、測定制度が大きく変わったような場
合にこれを発動して、大きく変わった内容を、きちんと測定士が身に着けるために設けたもので
す。 

ですから、そのような場合には、先ほど立法事実と言いましたが、ある意味、当然このような研
修が必要なのでしょうけれども、その安全管理者や衛生管理者、あるいは技能講習の修了者や免許
保持者について、一律に、ここに書かれているようなものが必要なのかという感じで見ていまし
た。以上です。 

三柴 畠中先生、すみません。立法事実と言ったときに、難しいのは、例えば大量観察方式的に、そ
の災害を分析して、重篤な災害を起こした事業場では、管理者がいなかった、あるいは、管理者が
資格は取ったけれどもその後勉強していなかったなど、そのようなデータを集めて検証するのは、
やりようによってはできる感じがします。 

しかし、実際に、例えば研修をやったから行動変容に結び付いたかなど、そのような視点で調査
をしようとすると、具体的に数字になりません。それは、その企業に、あるいは事業場に、労災が
起こるとは限らないし、起きたとして、それがその管理者の関与によって防げるか防げないかの因



果関係が、よく分からないのです。やはり教育は、非常に質的な面が強いのです。実を言うと、
「教育の効果測定を」と厚労省から言われて、量的に測ろうとすると、何かどうも水商売になって
くるのをすごく感じます。ですから、そのような意味では、立法事実が非常に難しいと思いながら
伺っていました。 

畠中 確かに、調査は難しいとは思います。それから、もう 1 つですが、これは特別の教育まで入れ
た議論をしているとすれば、特別の教育については、教育修了証を出しなさいなどということは、
どこにも書いていません。要するに、基本的には、特別教育は個々の企業が行いなさいということ
だけです。ですから教育修了証はありませんので、その辺をどうするかです。修了証を発給する義
務付け規定を設けるかどうかの話もあると思います。少し細かい話になりました。 

玉泉 玉泉ですが、よろしいでしょうか。（安衛法）99 条の 2 や 99 条の 3 が、実際に講習の指示が
できるのですが、これは、できてから動いたことを全く見たことがありません。ですから、これは
総括安全衛生管理者や安全管理者、衛生管理者に対する講習の指示をできるわけですから、これを
すれば行動変容はかなりあると思います。 

特に、トップです。安全管理者、衛生管理者よりも、むしろ、（安衛法）99 条の 2 では、総括安
全衛生管理者に対する指示ができます。事故が起こったところですけれども、事故が起こったから
こそ、より行動変容は期待できると思います。作ったときは期待していたのですが、全く動いてい
ませんので、せっかく作ったのに、もったいない気がしています。 

畠中 確かこれは、測定法で研修の指示制度が作られた、それを横目で見て追加された規定だと思い
ます。 

玉泉 これは、多分平成の初めごろです。いい制度だと思いましたけれども、全く動いていないの
で、残念だと思います。 

畠中 測定士の研修の指示制度と同じく、これは、なかなか動かし難い制度なのでしょうか。このよ
うなものを動かせばいいのです。 

玉泉 そうです。（作業環境測定法の研修指示については）日測協などがやればいいと思います。こ
ちらは（労働安全衛生法の講習指示については）、安衛法 99 条の 2 や 3 であれば、中災防が集め
て、半年に 1 回など、東京と大阪で、安全管理者や衛生管理者もさることながら、やはりトップの
意識を変えるには、中災防も 1 日か 2 日で経営者の研修をやっていますけれども、やはり命令でや
ったほうがいいと思います。 

畠中 それはそうです。 
玉泉 それを、なぜやらないのかと思います。ですから、現場の安全管理者、衛生管理者も必要です

けれども、総括安全衛生管理者に教育して講習をして、行動変容をもたらしたら、安全管理者、衛
生管理者に対しては、トップダウンで指示ができますので、下のほうは非常にやりやすいのです。 

畠中 そうですね。 
玉泉 そのようなものを、もっとやってほしいと思います。あるものを使うほうが、より効果的では

ないでしょうか。京都の場合でも、何も事故がないところに、衛生管理者の講習をやりましたけれ
ども、先ほど角田先生がおっしゃったように、集まらないのです。もう 5 年ぐらいでやめました。
今もやっているのでしょうか。講師は辞めましたけれども、ほとんど人数が集まりません。知って
いる会社に連絡をして、無理やり 30 人ぐらい集めるようなことをやっていましたから、実際には
なかなか難しいです。 

森山 ありがとうございます。 
三柴 前に少しお話しましたけれども、日本とイギリスで社会調査をやりました。経営者で、安全衛

生を真面目に考えているところでは、どのような背景があったかを調べたのですが、特に日本の場
合は、やはり災害体験なのです。労災を経験したところは真剣です。そうではないところは、だい



たいの傾向は放置です。 
ですので、今度その科研いただいてやるプロジェクトでは、どのような教育が効果を持ちそうか

を調べなければいけないので、要するに、安全衛生の失敗学というテキストを作ろうとしているわ
けです。そのために、まずこのプロジェクトで、判例を調べてください、それから監督官の監督指
導の実際を調べてくださいとやっています。そこだけをつまみ上げて、テキストにして、脅そうと
思っているわけです。このようなところが不真面目だと、こんなトラブルが起きるとやって、それ
を水平展開するのを実験してみるのですが、うまくいくかどうか見てみたいところです。以上で
す。 

森山 ありがとうございます。では、かなり充実した議論を頂きましたけれども、最後にお聞きした
いのが、安衛法の 99 条の 2 と 3 が、どうして発動されないのかについては、これはそれほど難し
いことではないと思います。これはマイナー条文なので、単にあまり気にされていないのかもしれ
ないのですが、この辺はいかがでしょうか。 

玉泉 私は、これができたときに、多分局の安全衛生課にいたのですが、やりたいと思っていても、
この講習を引き受けてくれるところが、聞いたのですが、全然ないです。要は、テキストから何か
ら、全部一から作らないといけませんし、何をターゲットにするのかも何もない、法律だけできた
だけです。もう中災防に引き受けてもらわないと仕方がないと思いますので、そのようなマニュア
ルを作ってもらってやらないと、やっているところがないので、各都道府県労働局長が命令出せな
いのです。 

森山 委託というか、もうそれを前提としてできた制度ですか。（行政）自らが教育はできないです
もんね。 

玉泉 局の人間なり省の人間が、これをやろうと思ったら、それを一からまた作らないといけませ
ん。 

森山 局自体ではできなくて、やはり、指定するという。 
玉泉 「指定する者」ですから。中災防や建災防が考えていると思います。 
森山 分かりました。ありがとうございます。 
畠中 これは、結構重たい制度です。測定法 44 条 1 項で、都道府県労働局長は、「作業環境測定士

に対し、期間を定めてその研修を受講するよう指示することができる」と書いてあります。 
「期間を定めて」と、なぜこれを入れたかというと、これは当初考えていたのは、要するに、作

業環境測定制度について、評価制度が入りましたけれども、あのような抜本的な大きな改正があっ
たときには、本来、この測定士、例えば、登録の有効期間が 5 年ということで、5 年ごとに講習を
受けなさいという制度になっていれば、その 5 年ごとの講習の中できちんと新たな評価制度につい
て、教えることができます。しかし、そのような登録の有効期間は設けませんでしたので、ここの
44 条の研修の指示の制度を代わりに設けて、そしてこの研修の指示をかけることによって、その大
きな変化を、作業環境測定士の方にもきちんと受け止めていただくという考え方です。 

これは、「期間を定めて」というのは、例えば、令和 4 年の 1 月 1 日から、令和 4 年の 12 月 31
日の間に受けなさいということを、官報に公示するのです。そして、測定法 44 条 1 項、2 項の規定
に従って、個別に、作業環境測定士あるいは自社測定事業場や作業環境測定機関に対して研修の指
示をして、その一定期間内に受けてもらうことが考えられていたわけです。結局 1 回もこれは発動
されずにきてしまいました。安全衛生法の 99 条の 2 などはこの条文を参考にして、この測定法の
数年後か、私も、安全衛生法の改正年次は分かりませんけれども作られたのかなという気がいたし
ます。 

森山 平成 4 年だと思います。 
畠中 確かに、このような形で議論していますと、少しずつ議論は煮詰まってきますけれども、これ



は、考えてみれば非常に重要です。 
三柴 重要だと思います。実は、安衛法の 99 条の 2 や、作業環境測定法の指示の規定の重要性は、

前の（厚労）科研のときにも、実は書いたのです。 
畠中 そうですか。 
三柴 報告書には書いて、少なくとも、報告者としての立場では大事だと思ったのですが、要する

に、制度全般に共通するのは、例えが悪いけれども、位牌を作ったら魂を入れないといけないとい
うことです。位牌を作るにもきちんと魂があって、作業環境測定であれば、ご案内のとおり、きち
んとその事業場のリスクに合った調査を、デザインして、最終的に、ばく露防止まで持っていける
仕組み、体系を作る、システムを作るという理念だったと思います。 

それには、当然それをリードできる人が必要だから、今の化学物質管理の改革もそうですけれど
も、やはり人が大事だというので、このような規定が設けられたと思います。しかし、その魂を入
れる作業は、相当綿密にやらないと、やはり回らないと。現状、やはり、作業環境測定士という資
格自体も、労働衛生コンサルタントよりも一段下で、少し取りやすいので、そこから入っていくな
どのような見方になってしまっていて、それを取ったから食べていけるかというと、それは衛コン
（＝労働衛生コンサルタント）でも厳しいというのが、角田先生らが言われていることです。その
ような実態があります。 

やはり、安全衛生は現場学なので、その現場にどのような問題があって、どのようなことを怠る
とそうなってしまうというところについて、きちんと多くの人にイメージさせる工夫をしなければ
いけないと思います。そのような意味で、やはり事件です。ですから、受動喫煙もそうですけれど
も、あれも少し乗りが悪いのは、受動喫煙については、やはり労災認定 1 つ起きていないわけで
す。まだ、多分 1 件も出ていないと思います。事件化しても、あまり大したことがないので、やは
り、経営者に、少し背中が震えるような思いをさせるような、電流を流すと言ったらよくないです
けれども、そのような作業が必要かと思います。以上です。 

森山 ありがとうございます。この問題は、かなり広く捉えて、更新制度というよりも、畠中先生が
おっしゃったように、一歩手前の制度も含めて、これはもう検討する、あるいは、そもそもやは
り、安衛法の 99 条の 2 と 3 をどう活用していくかを、まずは検討する必要があると思いますので、
これは引き続き検討にしたいと思います。 

 
27 免許試験の受験資格緩和等 
提案文 免許試験受験のための学齢、実務経験を廃止すれば、受験機会が拡大されるとともに、電子申請が用

意に行えるようになる。なお、免許取得のため、実務経験に伴う能力を求めるのであれば、免許試験
合格後に一定の実務経験を求めることも考えられる。（00222 元監督官・元技官（1））  

結果 △そもそも、受験資格自体に実務経験を要求するのは、衛生管理者、普通ボイラ溶接士など限られて
いる。他は受検自体はできる。ただし、免許証を得るには実務経験が必要。そもそも安全衛生技術を
学科試験のみで確認するのは難しいのは事実。ボイラでは実技講習で代替するような方法もとられて
いる。発破技師はボイラほど客が来ず、撤退した＝講習機関の採算も考えてあげる必要がある。ま
た、国家資格の重みは維持すべきだが、実務経験を緩和する方向性は賛成。再教育の充実も課題。 

議事録 （2021 年 6 月 19 日） 
三柴 なるほど、要件として実務経験を求めるから専門家の数が減ってしまう、だからハードルを低

くして免許を取得した後に実務経験を積ませる方がいいのではないかということとですね。この点
についてご意見ある方いらっしゃいますか。 

内田 数年前からボイラーの実技講習を受ければ受験資格が得られるようにしてはどうかという話は
あります。高圧作業主任者などは、受験資格としての実務経験といっても、作業など簡単にできな



いと思います。ボイラーの実技講習についてはボイラー作業の実務経験 6 カ月ないし 1 年によって
クリアできるようにした上で受験資格とするようにすればいいかもしれません。しかし、希望者が
集まるかどうかという問題があります。発破技士の例でいうと、東京都の火薬協会は年に 2 回ほど
実施しています。以前は高知県なども実施していましたが、発破技士はボイラーほど人が集まらな
いので、中止している団体もあります。そうした観点から実務経験を実技講習で代替するようにな
れば、それはそれでいいことだと思いますが、受講希望者の人数からすると採算が取れないため、
実施できない場合もあり得ます。 

三柴 実務講習機関の採算も考える必要があるということですね。資格講習に関しては、篠原先生、
角田先生いかがでしょうか。 

篠原 資格制度は、たとえば現場指揮者である作業主任者などは「自らの命を守れる者」ということ
の証であり、労働者が資格を取りやすくなることが望ましく、自信にもつながります。また、有機
則や特化則のように特別教育がないものもありますが、その場合は国家資格である技能講習を受け
ることによってかなり危険性や有害性を認識できるようになります。やはり大きいのは国家資格で
すね。以前、ある講習機関で資格証を手渡したことがありますが、その時にはやんちゃそうな人た
ちも嬉しそうな様子で資格証をもって帰られたことが印象的でした。知識を身につけて国家資格も
得られるということは、労働災害を防止する意味では大きいものと思います。 

三柴 今のご意見は、やはり資格に重みをもたせる方が有難味があるので、提案にはどちらかという
と反対で、むしろ実務経験も含めてハードルを上げた方がいいという趣旨でしょうか。あるいは、
座学の面で難しくしておけば有難味は十分感じてもらえるから、その点は担保した上で実務経験は
資格を取った後に積ませればいい、ということでしょうか。 

篠原 やはり免許と技能講習は国家資格なので、重みがあると思います。受け易さという点では、実
務経験と言うよりも学科講習以外に実技講習も設けてはどうかと思います。酸欠関係では学科以外
に実技もあり、有機溶剤でも講習機関によっては工場を借りて半日程度の実技講習も含めた技能講
習が設けられています。このように、半日程度でもいいから実技講習を設けるべきかと思います。
受けやすくしたうえで中身を充実させる方がいいでしょう。 

三柴 ありがとうございます。方向性としては提案に賛成であると受け止めました。角田先生はいか
がでしょうか。 

角田 実務経験云々については何とも言えないのですが、実技講習を設けるべきという点は篠原先生
や提案の意見に賛成です。自動車免許も一定期間実技講習があるわけで、これと学科を併用するこ
とによって、ハードルも下がるのではないかと思います。また、免許試験に合格した後の実務経験
ですが、一部の資格では能力の向上や再教育のための講習があります。特別教育などは一度受けて
しまえば再教育などが設けられていないので、かつて受けた教育の内容を忘れてしまっているとい
うことが現場で見受けられます。なので、再教育を拡充していくといいのではないかと思います。 

三柴 前回のプロジェクトの班会議でも再教育の必要性が提言されましたが、結局災防団体か労働基
準協会からの声として、「客が集まらない（＝受講希望者がいない）」ということでした。 

角田 その通りだと思います。多分受講者は集まらないでしょう。 
三柴 内田先生はいかがでしょうか。 
内田 安全衛生技術試験協会の Web サイトを調べましたが、受験資格が求められるのは普通ボイラ

ー溶接士だけです。ただ、実際に免許証を得るためには一定期間の実務経験を要するものがありま
す。試験それ自体は受験できます。提案には「免許試験受験のための学齢、実務経験を廃止すれ
ば」とありますが、受験はできるのではないかと思います。しかし、免許証を手にするには実務経
験を要することはあります。 

三柴 例外的に実務経験を受験資格として求めているのはどの資格でしょうか。 



内田 普通ボイラー溶接士です。ボイラー技士には 2 級、1 級、特級があり、2 級は誰でも受験でき
ますが、1 級と特級はその下の資格を取得してからでないと受けられません。これはこれで合理的
なものでしょう。 

唐澤 よろしいでしょうか。現場の実務経験を免許試験の受験資格とするかどうかという問題との関
連で、参考までに申し上げたいことがあります。私は発破技士の免許試験の担当者だったことがあ
りました。発破には電気発破と導火線発破とがあって、現在は電気発破が主体です。また、土木関
係は最近では技術の進歩が著しいので発破業務は減っているのかもしれません。ただ、発破技士免
許試験について検討した際、発破実務に関連する内容を学科試験のみで評価するのは難しいという
ことでした。現在でも発破技士免許試験は前段階で技能講習の受講を義務付けていると思います
が、その時の苦労話を思い出すと、実務に関連することを学科試験のみでテストすることは非常に
難しいので、実技講習を修了した人にのみ受験資格を与えることになっています。 

三柴 ありがとうございます。まとめると、この提案については“△”という評価になるでしょうか。
そもそも、受験資格自体に実務経験を要求するのは普通ボイラー溶接士だけであり、その他の資格
は受験はできるものの、免許を得るには実務経験が必要ということが基本になる。また、そもそも
論として安全衛生技術を学科試験のみで評価することは難しいのも事実である。そうなると、何ら
かの形で実務に触れることは必須になるところ、ボイラーでは実技講習で代替する方法も採られて
いる。それを拡充するのがいいのではないかとは言えるものの、発破技士の場合はボイラーほど受
講希望者が集まらずに撤退した経緯もあるので、研修講習機関の採算も考慮する必要がある。ま
た、国家資格の持つ重みは維持すべきであるものの、実務経験を緩和する方向性には賛成していい
のではないか。もっとも再教育の充実も課題になる。といったところで、△の評価になるかと思わ
れますがよろしいでしょうか。 

 
  



 
28 特別教育対象業務新設（テールゲートリフター、ロールボックスパレット） 
提案文 荷役中の災害として増加傾向にある、テールゲートリフター及び RBP（ロールボックスパレパレッ

ト：かご車）を使用する業務を、第 59 条第 3 項（安衛則第 36 条）の特別教育を必要とする業務に追
加 
（000217 元監督官（2）） 

結果 賛成までに及ばず。 
 しかし、その後、この報告書の作成前に、荷役作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務を特
別教育に追加するという安衛則改正案が労働政策審議会に諮問され、妥当である旨答申がなされた
（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31052.html，令和 5 年 3 月 5 日閲覧） 

森山註 (1) テールゲートリフターとは次のようなものである。 

 
（画像引用元：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212478.html） 

(2) ロールボックスパレットとは次のようなものである。カゴ車、カゴ台車等とも呼ばれる。労働安
全衛生総合研究所の技術資料として「ロールボックスパレット起因災害防止に関する手引き」
（2015 年，https://www.jniosh.johas.go.jp/publication/doc/td/TD-No4.pdf）がある。 

 
（画像の引用元： https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000098500.html） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31052.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212478.html
https://www.jniosh.johas.go.jp/publication/doc/td/TD-No4.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000098500.html


(3) 参考動画 
「パワーゲート事故 ロールボックスパレット事故、カゴ車事故を防ぐオートゲートストッパ
ー」https://www.youtube.com/watch?v=P4vyBg-s9ZE 

(4) ロールボックスパレットは運送業、梱包・仕分け業、製造業、商業で多く使用されているが、あ
らゆる業種で使用されている。荷を乗せると数百 kg となることも珍しくなく、トラックの荷台
から落下したものに押しつぶされたり激突されたりして労働者が死亡する例もある。テールゲー
トリフターからロールボックスパレットが転落することもある。車輪にストッパーがないものも
あり規格化の必要性も指摘されている。 

議事録 森山 ロールボックスパレットは、例えば運送業、梱包・仕分け関係の業種、それから製造業や商業
などで多用されています。荷を乗せると、ロールボックスパレット自体が数百キロ、例えば 400 キ
ロということも珍しくないので、これに押しつぶされると死亡するということが起きています。こ
れについては、何かご意見がある先生方がいらっしゃいましたら、頂戴したいのですが、それに関
して特別教育の対象業務というのはどういう基準で加えられてきたのかというところも含め、もし
知見のある先生がいらっしゃいましたら、ご教示をお願いしたいと思います。 

三柴：もともと旧安衛則の時代に、大きく資格がないとつけられない作業というのを 3 種類ぐらい、
非常に大ざっぱな分類をしていました。現行法を作るときに、労基法研究会の小委員会でいろいろ
検討した中で、さらに資格を整備して、資格を出す、あるいは講習を行うような団体について、し
っかり法律で適格性を定めて、資格のクレディビリティーを高めないと駄目だというような報告が
なされました。それに沿って安衛法の後ろのほうの条文は、やたらこういう機関のあり方について
細かく定めているような格好になっており、その特別教育制度も、現行法を作るときに整備充実化
の中でできた制度の一つだったと思います。条件としては、まさに必要な専門的な知識技能のレベ
ルということでいったときに、もともとはしばらく経験をしていればそれで構わないような基準が
大ざっぱなくくりをしていた旧安衛則時代にありました。しかし、少し経験していればいいぐらい
では、やはり不足で、もう少しきちんと専門家から教育してもらったらいいというところで設けら
れた制度だったと思います。後で少し確認し直しますけれども、もともとの分類ではある程度経験
があればこなせる、危険性をある程度抑えられる作業という趣旨ですが、きちんと専門家から習っ
たほうが確実で、万全を期するという趣旨の制度が特別教育だったと思います。 

森山：ありがとうございます。法律上はたとえ社長が教えてももいいといっていますが、実際は確か
に外部機関による講習がなされていますので、その辺り、どういう整理をしたらいいのかと思いま
す。そういう意味でも一般の安全衛生教育ではなく特別教育をするという意味や、あとは玉掛けは
技能講習ですけれども、テールゲートリフターは技能講習なのか特別講習なのかというのは、どう
区分けをすればいいのかということも疑問に思います。柳川先生に、その辺りご意見を少しお伺い
したいのですけれども。 

柳川：技能講習というのはあり得ないと思いますが、特別教育になるか、ならないかです。最近特別
教育になったものとしては、「2 メートルを超える高所で、かつ、足場の設置の困難な場所におい
てフルハーネス型の墜落制止用器具を用いて業務を行う場合」と、その後、「50 ボルト以上の蓄電
池という電池を有する自動車の整備業務」ができたわけです。ただ、その 2 つができた経緯が全く
違っており、正直に、また極端なことをいうと、そのときそのときの……例えば 50 ボルト以上の
蓄電池を内蔵する自動車の整備に関するものは、もともと低圧電気作業が特別教育の中に入ってい
ました。それが 50 ボルト未満の電圧であれば対象外だったのですが、本来筋の違う 50 ボルト以上
の蓄電池を有する電気自動車の整備についても、その特別教育を受ける必要があるという、変な解
釈をしていました。私は変だと思っています。そうすると、今度は自動車整備業界さんがいい加減
にしてくれと、自動車整備をするのに、なぜそのような低圧電気の工事なのか、工事でもないので

https://www.youtube.com/watch?v=P4vyBg-s9ZE


すが、要するに 50 ボルト以上の活線の設置または修理の業務をそれだけではなく、他にもありま
すが、覚えなくてはいけないということで、自分たちで自由に教育を作ってほしいと安全課に陳情
し、それでできたという経緯があります。はっきりいって、本当に特別教育をしなくてはいけない
ような危険な業務かといわれると、個人的にはクエスチョンマークがないわけでもないです。フル
ハーネスの方は、私はこれは非常にいいことだと思っており、それまで安全帯といわれていたもの
を墜落制止用器具に変えたときに、保護具というのは当然のことながら正しいものを正しく選んで
正しく使用して、かつ、正しく管理をしないと役に立たないわけです。事実上、保護具の使用につ
いて特別教育というものができたというのは、非常にいいことだと私は思っていますけれども、た
だ、やるのであれば防毒マスク、防じんマスクのほうが先ではないかという気がします。あくまで
も、私の個人的な感想です。ただ、事実上保護具の使用について教育が義務付けられた、建前上は
違います。建前上はあくまでも業務についての特別教育ですけれども、事実上、保護具の使用につ
いての特別教育が義務付けられたというのは、私は画期的なことだと思っています。 

藤森：よろしいでしょうか。大体、柳川さんのおっしゃるとおりだと思います。例えば、本来この 2
つについて、テールゲートリフターについてもそうです。今までの特別教育との比較という意味で
は、特別教育つまり運転操作そのものに対する特別教育と、そこまでいかなくてもロボットやプレ
スや研削砥石（といし）のように、本来の運転あるいは業務というよりも、危険性が高いことがポ
イントですけれども、ロボットであれば教示や検査の業務、本来の運転ももちろんありますけれど
も、プレスであれば金型の調整や試運転などがありましたね。本来よりも一層危険性が高いという
か、結局比べてみて相対的に何ぼということだと思います。その件を、今度は本件に持ってきてテ
ールゲートリフター、確かに危ないし、事故も起こっています。これは無視できないことです。措
置を講じなければならないけれども、それは今言った観点から特別教育レベルなのかと。実効性と
いってはあれですけれども、本来の規定がどこにあるのか、これから規定を作るというなら別で
す。例えばプレスにしろ、砥石にしても、ロボットにしても本来的な規定がそれぞれあります。そ
ういう中でどうするのかということは、結局後ろ向きではいけないけれども、事業者の責任を問う
ことになってきます。その観点からすると、今申したように比べてみて程度の問題で、繰り返しに
なりますけれどもロボットあるいはプレス、研削砥石、電気でもいいです。果たしてどうなのか、
私個人としては、非常に疑問があります。だから、手をこまねいてはいけないので、そこはやはり
通達レベル、指針レベルなど、そこで処理していくのが一番いいのではないかと思っています。仕
切りもそういうところではないかと。柳川さんも詳しいですけれども、そのようなことを感じてい
ます。以上です。 

柳川：同感です。 
森山：省令あるいはガイドラインで使い方が確立されてから特別教育にするのかどうかということの

議論になるということでしょうか。 
柳川：そうではなく、特別教育をするとなると、学科が大体最低でも 6～7 時間になります。実技は 1

時間というケースもありますけれども、それだけ教える内容があるかという気もします。 
森山：ノウハウ自体の密度というか、分量が少し少な過ぎるのではないかということですか。分かり

ました。ありがとうございます。 
三柴：おっしゃるように、特別教育なり、技能講習なりの設定の基準を考えたとき、ざっくりいえば

リスクの高さだけれども、要素を分解して考えていくと、災害件数が多いということなのか、それ
とも対策にある程度高度な知識や技能が求められるということなのか、災害件数は少なかったとし
ても、起きたときの重篤性が問題なのかというところは考えなくてはいけません。この 2 件につい
ては、死亡災害を生むわけだから、ある程度の重篤性です。件数はかなり多く、また柳川さんがお
っしゃったように、学ばせるほど、教育にするほどの内容があるのかということです。 



森山：もしかしたら他と組み合わせるというのもあり得るでしょうか。荷役業務というと、少し広い
ですけれども、どうしても最近は事業場自体にはそういう知識を持った人がいないという状況が非
常に多く、それ自体を改善するべきということもありますが。 

藤森：先ほど言ったように、実効性というか、重篤性それから災害の数が多いというのは、非常に大
きなファクターです。繰り返しになりますが、それを事業者の責任として、従業者の教育とどれだ
けの実効性、先ほど柳川さんも言われましたけれども、その辺が比較の問題で、相対的になってく
ると思います。プレスやロボットなど、それをより具体的にプレスだったら金型の取り付け、取り
外し、ロボットであれば教示や検査、それにより比べてみて危険性が建策しているわけです。重篤
性や数の多さはもちろん大切なのですが、繰り返しになりますが、事業者の責任というのは固いこ
とを言っているだけではなく、それだけの責任を負わせて、実行性がどうだろうかということにな
ると、柳川さんも先ほどおっしゃったように、大体学科は 7～8 時間程度ですから、そうなってく
るとそういうことよりもというか、実効性という観点からすれば、特別教育レベルではなく、こま
めな対策の要綱や指針、他のものの抱き合わせで事業者に作業方法を、作業手順の必要性を伝える
ということが非常に重要ではないかと思っています。 

三柴：これは安衛研でも研究しているけれども、結局研究成果の反映はガイドラインと周知だったと
思います。 

柳川：そうですね。 
森山：その辺りも確認してみたいと思います。 
三柴：特別教育まで持っていくのは、少し難しいかという感じです。 
柳川：雇入れ時の教育は、作業転換時の教育で十分かという気もします。 
三柴：確かにそのタイミングでの教育でいいでしょうね。 
森山：ありがとうございます。 
三柴：このような感じにしましょうか。 
森山：ありがとうございます。 

 
29 就業制限資格の見直し 
提案文 法 61 条の就業制限業務に就くことができる資格の見直しの検討 

ボイラー溶接士のように、その資格である免許に有効期限があり、免許の有効期限を更新するため
の定期的に知識・技能がチェックされる業務がある一方、フォークリフト運転業務のように、その資
格（フォークリフト運転技能講習の修了）をいったん取得すれば終生資格として有効なものもある。 

法制定時は各業務の危険・有害度や要求される知識・技能レベルに応じてランク分けされ、資格の
有効期限が決まっていたものと思われるが、その後災害事例の情報も蓄積されていると思われるか
ら、必要に応じて見直しを図ったらどうであろうか。 

なお、危険有害業務従事者への教育についての法 60 条の 2 による事業者の努力義務との関係には
注意する必要がある。 

また、当然であるが、事業者に新たな負担を課すことにつながる規制ゆえに、広く必要性が認識さ
れ機が熟したときでないと法令改正に向かうエネルギーは生まれないため、本意見はそのような環境
が築かれたことを前提としてのものである。 

厚生労働省の運営する｢職場のあんぜんサイト｣に掲載されている労働災害事例のデータベースはよ
くまとまっており、事例も数多く紹介されている。災害原因や再発防止対策の詳細も記述されてい
て、提供される情報は信頼できるものである。そこでその内容を見ると、就業制限業務における災害
に関しては、「就業制限業務の従事者が無資格であった」旨を単に災害原因不足として認定している
ものが非常に多い反面、当該業務の従事者の安全衛生に関わる知識・技能不足やそのレベルを記述し



ているものは僅かしかない。行政のサイトなので、情報源は労働局や労働基準監督署の労働災害調査
結果に基づいているものと推測されるところであるが、労働基準監督署等の機関による就業制限業務
に係る労働災害の第一次調査の報告書の大部分が知識・技能を充分検証することなく、たとえば｢無
資格下での災害は無資格であることが直接原因｣などと短絡的に原因を特定しすぎているのではない
かとの疑念がどうしても生じてしまう。労基署は死亡等重大な労働災害については、直接原因につな
がる法違反を特定し、直ちに事業者への刑事責任追及も行うことになるので、調査に当たって法違反
の有無は極めて重要な調査項目になることは理解できる。しかしながら、法令違反がない場合の原因
調査は適正に行われているのであろうか。 

有資格者が法令の違反を伴わずに作業しており、知識・技能不足を原因として災害を惹起したケー
スも決して少なくないはずである。その場合、知識・技能のどの部分が足りなかったのかが浮き彫り
になるような立体的・多角的な科学的調査が求められると思料するが、そのような視点での記述がな
されているものは見当たらない。安衛法改正により法第 28 条の 2 が新たに加わり、事業者におるリ
スクアセスメントが義務化された背景の一つに、「発生原因の法違反を伴わない労働災害の割合が増
加していること」があったことも踏まえ考えると、災害の主因の判断に違反の有無を直結させるのみ
で、それ以上の深堀をしないという災害調査のあり方は問題である。 

そうすると、このような調査結果に基づいたのでは、就業制限業務の資格の法令上のあり方に切り
込むような検討はそもそもできないのではないか。 

たとえば、｢資格は何十年も前に技能講習を修了して取得したが、その後の当該制限業務への従事
は散発的で頻度が少なかった。係る状況下で年月の経過により、知識・技能が薄れ、このことを原因
としてついには重大な労災事故を発生させた｣などという災害が仮に頻発するのであれば、当該資格
制度のあり方として、法令上有効期限を設けるべきかどうか、資格取得時に求める知識・能力の底上
げをすべきかどうかなどの検討に値しよう。 

法第 60 条の 2 による事業者による安全衛生教育の努力義務も定められているが、罰則付きの法 61
条の規制にはより大きな効果が期待できるので、事業者の負担と災害防止効果をどのレベルで調和さ
せていくべきか検討してはどうかというのが本意見の趣旨である。（00268 元監督官（1）） 

結果 検討に値する（安全衛生教育と就業制限の強化など）。 
森山註 労働安全衛生法（抄） 

（安全衛生教育） 
第六十条の二 事業者は、前二条〔第 59 条・第 60 条〕に定めるもののほか、その事業場における安

全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業
務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。 

２ 厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとす
る。 

３ 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことがで
きる。 
（就業制限） 

第六十一条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労
働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に
係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就
かせてはならない。 

２ 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。 
３ 第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る

免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。 



４ 職業能力開発促進法（昭和四十四年法律第六十四号）第二十四条第一項（同法第二十七条の二第
二項において準用する場合を含む。）の認定に係る職業訓練を受ける労働者について必要がある場
合においては、その必要の限度で、前三項の規定について、厚生労働省令で別段の定めをすること
ができる。 

議事録 （2022 年 6 月 25 日） 
森山 内容が多岐にわたる提案文だと思いますが、簡単にまとめますと、1 つは資格をいったん取得

して、その後は実際にはほったらかしになっているのではないかということと、あとは話の枝葉と
いうか、その中で労基署の労働災害調査の在り方についても少し疑問を呈しているということだと
思います。この辺りで何かご意見があればぜひとも頂戴したいのですが、いかがでしょうか。 

三柴：実務に詳しい先生にご意見を頂きたいところですけれども、私なりに報告書をまとめていて気
付くには、要は資格の更新制度というのはずっと安全衛生を大事にする方から特に議論の提起がさ
れるのだけれども、結局、過去に政策課題になっても、1 つには更新制にしていないから災害が起
きたという裏付けがないという、そういう屁理屈のような理屈もあり、結局は規制を緩和しようと
いうぐらいの流れなのに規制強化につながるような、結局事業者の費用等の負担につながるような
流れにはできなかったという、少なくとも積極的な改正立法事実が見つからなかったという説明に
今のところなっています。 

確か似たような提案があったので以前にもこの類の議論をしたことがあるわけですけれども、改
めて更新制というのは、海外であればそもそも民間資格であるということ、イギリスやアメリカは
民間資格ですからそういうこともありましてもうけやすい中で、日本は国家資格にしているという
こともあり、実際にその教習機関や免許機関は委託をしているにしても、国家資格にしているとい
うこともおそらく影響して作りにくいのかなという感じもするのですが、その辺りはいかがでしょ
うか。 

柳川：これは失礼ながら今に始まった話ではなくて、私が厚労省に入省した頃から安全衛生部の悲願
だけれども難しいということでほぼ一致していて、それで 60 条の 2 ができたときに、このような
ものができて大したものだという話ができているだろうと思うのです。こちらの提案は、60 条の 2
を義務化しろということではなくて、61 条の技能講習をより強化せよと、つまり今行っている実技
学科の時間数を増やせというような、そういうご意見なのでしょうか。 

三柴：多分、1 つは資格の更新制を作れと言っていると思います。今の能力向上制度のようなもので
は生ぬるいと。だから知識・情報の更新は必要だし、そこをフォローアップできるような制度にす
ればいいのにというのが多分提案の 1 つだと思います。これはおっしゃるように、行政サイドとし
てはそれをやれるものならばやりやりたいけれども、なかなか難しいということですし、ただ努力
義務で能力向上制度を作ったところでお客さんは集まらないよというのもあります。何を起爆剤に
して動かしたらいいのかというアイデアの問題でもあるのかなと思います。 

藤森：藤森ですけれども、よろしゅうございますか。 
これは前から疑問に思っていて、特に柳川さんにも皆さんにも教えていただきたいのは、まず素

直に 59 条、60 条、60 条の 2 と、61 条の条文の並びというか構造です。何が言いたいかというと、
59 条と 60 条でいわゆる雇入教育と特別教育と職長教育という順番できています。従前は 61 条があ
ったのだけれども、先ほどお話ししたように 60 条の 2 が入り、そこで「前 2 条に定めるものの他」
ですから、59 条と 60 条についての規定が 60 条の 2 という構成になっていると思います。61 条は
極めて正直に読むと就業制限規則ですから、いわゆる事業者は就かせるときには教育をしなければ
いけないということと、それから一定の資格を有した者でなくては就かせてはいけないということ
で、若干その方向性が違うというか、結局フォークリフトができる人ならば 1 トン未満と 1 トン以
上なんですけれども、そもそもその枠組みが若干違う面があると思うのです。この方も下の 3 行で



「努力義務も認められているが」ということは、能力向上というのはやはり事業者として特別教育
なら特別教育についての能力向上は事業者がやるべきことですから、いつやるか、誰を対象にして
やるか、どんなスパンでやるか、どのような教育科目でやるかということを一律に決めるというこ
とはなかなか難しくて、そこに努力義務の意味があるということが法の趣旨ではないかと思いま
す。 

それに対して 61 条は今申し上げたように、一定の、ものによっては機械でいえば単純に最大荷
重だとか重たいものになってきますから、危険有害性の高いものを一部取り上げているわけです。
これは就業制限業務ですから、それを横並びに一律にということはなかなか難しいのではないかと
いうのが根本にあります。だから結局、技能講習というよりも特別教育なりの能力向上というのが
やはり教育という意味ではそれが一つの手法であるし、努力規定ということになってくると思いま
す。 

ただ、これは柳川さんがもしお分かりならば教えていただきたいのですが、60 条の 2 についての
通達について前々から疑問に思っていたのですが、対象が先ほど言ったとおりだとすれば、特別教
育を要する業務に従事する者、これが一義的だと思うのです。ところが、その後の条文の 61 条に
ついてもその対象者に入ってきているので、この辺に厚労省の苦しさがあったのではないかと思っ
たのです。それも含めて元来は峻別（しゅんべつ）すべきものではないかと思っていますし、結論
的に言えば教育というほどですから、その水準を上げるということになればやはり義務規定という
よりも努力規定止まりかなというのが今では妥当ではないかと思います。以上です。 

三柴：柳川さんいかがですか。 
柳川：名前が出たのでお答えいたしますけれども、現に行政は通達の中で 60 条の 2 の範囲の中には

当然のことながら就業制限業務が入っているのだということは言っているわけですね。それが通達
等で例えばこの技能講習についてはこういう教育をやってくださいということで、それほどガチガ
チに固めているわけではありませんが、時間数から何から決めてあるわけですので、この 60 条の 2
が、なぜ 61 条の 2 にならずに 60 条の 2 になったのかということは私も藤森さんがおっしゃるとお
りだと思います。運用としては含めているわけですので、正直申し上げまして、なぜこれは 61 条
の次にくっつけないのか。やはり教育なので 59 条、60 条、60 条の 2 とまとめたのではないでしょ
うか。61 条というのは教育ではないですから。 

藤森：先ほど来言っているようにそういうことだと思います。ただ、それを形式論というか、建前を
通しておっしゃるように、やはり実務の問題ですからまさに通達の苦しいところで、これはマニア
ックな言い方になりますけれども、条文をどう読んでも 60 条の 2 というのは「事業者は前 2 条に
定めるものの他」という書き方ですから、教育の一連として雇い入れ教育から始まり、特別教育、
それから職長教育という一貫の中で「前 2 条に定めるものの他、その事業場における」ということ
になっていますから「危険または有害物質について」と。だから先ほど言ったように、元来は分け
られるものではないかと思いますけれども。 

だから何が言いたいかというと、やはり教育とそれから技能講習というか、そのすみ分けからす
れば極めて形式論かもしれませんが、努力規定という枠組みの中で教育としてその枠の中で処理と
いうか対応をするのが、結果的には理にかなっているのではないかと思っています。61 条から直ち
に就かせてはならないというところから、なかなか出てこないと思います。ましてや要件を広げる
と、つまりその災害の直接原因が何かということは大切なことなので、それが果たして 61 条から
実はそれから解決ができるかなということも含めて、なかなかこのご意見はもっともなのですが、
まだ難しいのではないかなという感じです。 

柳川：難しいというご意見については、私も喜んで同意いたしますけれども、立法論としてはこの就
業制限業務は、現にボイラーの溶接、全部ではありませんけれども、更新制度を持っているわけで



すので、法的な価値判断としてこの就業制限業務の資格関係に更新制度が持ち込めないというもの
ではないと思うのです。この 60 条の 2 を、私は先ほど義務化するという話をしましたけれども、
新たに 61 条を開設するのではなく、奨励レベルで更新制度を設けることは可能かとは思います。 

それと失礼ながら、監督官の方が監督で安易に無資格で運転していたことを直接の原因だと報告
書に書くということはあまりないのではないかという気が私はするのですが。若い入ったばかり
の、失礼ながら法律系の監督官の方は、B 官ではなく A 官の方でそのような報告を書く人がいます
けれども、私が少なくとも地方局にいた頃は、そういうものが上がってきたらこういうものは原因
ではないでしょうというふうには一言言ってはいました。 

藤森：最終的な結論は、私もおっしゃるとおりだと考えています。だから、このご意見としはあれで
すけれどもという感じであります。すみません長々と話しまして。以上です。 

柳川：一言付け加えさせていただくと、私としてはこれは大いに賛成はしますけれども、難しいだろ
うなという意味では同じ意見です。 

森山：ありがとうございます。 
私の意見を少し申し上げると、更新や講習の回数なども効果はあると思うのですが、実は講習を

受けた直後であっても講習の内容があまり身に付いていないという場合があります。講習そのもの
の在り方というか、もう少し厳しくやるべきという問題もこの話に関係してくるのかなと思いま
す。例えば、事業場で（担当者）1 人だけが講習を修了して事業場に帰っても、周りの人間は誰も
（講習の内容を）知らないので、それに対して講習が身に付いていてもいなくてもあまり社内では
何も言われないというか、そうやって講習修了者がある意味で孤立してしまい、講習で学んだこと
を実務で生かしていく機会を持てていない場合もあります。同じ資格を持つ者同士で横のつながり
があるとまた違うのかなと考えたりはしています。 

三柴：ありがとうございます。1 件にあまり時間を使っても何なので、この辺で収める前提で少し言
えば、要するにこの方の提案というのは、災害の分析をきちんと行ってほしいということと、教育
による知識の更新をきちんと行ってほしいという、要約するとこの 2 点ではないかと思います。そ
れで分析のほうは今の森山さんのお話にもあったように、おそらくマンパワーの問題が結構大きい
と。だからマンパワーについては、以前に私が出した報告書でも補充を、特に技官が辞めてしまっ
たけれどもそれに相当するような者、監督官でということにはなっているけれども、きちんと技術
面をしっかりと業務として確保できるマンパワーの補充をということはもう一度言おうと思いま
す。それから教育と知識の更新については、おそらくこの方は、あるいはわれわれが解釈をしたと
ころでは、60 条の 2 の義務化をおそらく言いたいのと、それから就業制限業務についても今の立て
付けがいいのかということの問題提起があると思うので、そこはなかなかいじるのは実際問題難し
いというのは行政の経験則だと思います。別のところで新たに検討をする形で、就業制限を外す要
件と教育そのものの強化について検討をするということで受けたいと思いますが、いかがでしょう
か。 

 
  



 
30 就業制限業務の再整理 
提案文 就業制限業務（特に技能講習）の統廃合。建設機械や荷役機械などで、操作系が同じようなものにつ

いては整理が望まれる。また、クレーンや移動式クレーンでは、能力より搭操作系（乗型かそれ以
外）で資格を分けないと危険であると思われる。 
（00189 技官（2）） 

結果 不採用（具体的な問題があれば別途検討） 
森山註  建設機械、荷役機械関係の資格の例 

 
（画像引用元：一般社団法人日本クレーン協会岐阜支部 http://crane-gifu.sakura.ne.jp/sikaku-
ichiran.pdf 

議事録 （2022 年 6 月 25 日） 
森山 私もこれの意図が正確に把握できていないのですが、提案文にあるようなものに限らず就業制

限業務、特に技能講習の統廃合などについての意見をお持ちという方がいらっしゃればご教示いた
だけますか。 

柳川：意見ではないですが、クレーンや移動式クレーンで、「能力より搭操作系」と書いてあるのは
どういうことかというと、移動式クレーンというのは操縦席に乗って操作をするものの他に、「ユ
ニック系」といいまして、通常のよく見かけるトラックの荷台と運転席の間にあるクレーンを外か
ら運転するものがございますね。これらを分けないと危ないよと言っているのだろうと思います。 

三柴：玉泉先生と角田先生はいかがですか。 
玉泉：玉泉です。「統廃合」と「分ける」というのはちょっと（相）反する意見かなと思っていたん

ですけれども、多分、統廃合といえば例えばクレーンとデリックが同じような系統ですから 1 つに
してもいいかなというような意見ではなかったのかなと思ったのですが。そして、車両積載型とい
わゆるラフターとかそういったものとは操作の方法が違います。例えばこれですとブームを前にや
ると転倒しやすいとか、強度的に弱いといったことがあります。それは教育の中で教えたらいいわ

http://crane-gifu.sakura.ne.jp/sikaku-ichiran.pdf
http://crane-gifu.sakura.ne.jp/sikaku-ichiran.pdf


けです。細かく分けるとかえって煩雑になるのではないかと。それごとに免許を取らなければいけ
ないということになりますので、移動式は移動式 1 本でトン数で分けるのはそれで正しいと僕も思
っていますし、要するに搭乗型のトラッククレーンとかローラークレーンとかラフテレーンクレー
ン、それから車両積載型も、運転操作と危険度を教育の中で教えればいいのではないかなというふ
うに思います。アウトリガーを出すとか云々ということは基本的に同じなものですから、分ける必
要はないと私は思っています。 

森山：ありがとうございます。角田先生はいかがでしょうか。 
角田：角田です。この写真に出していただいている車両積載型とラフター等ですけれども、多くの場

合、車両積載型は技能講習での範疇に入っているものが多いのかなと思います。ラフタークレーン
等になると、もっと大型になるので免許が必要になるようなものなので、その意味では区分もある
のかなという気はしています。 

その他の統廃合についての意見は私もトン数といいますか、吊る物の重さで分けておいてもいい
と思っています。免許のときには、このラフタークレーンといった大型の運転席に乗るものが多い
気もしますので、現在の区分でもさほど支障がないように思います。以上です。 

森山：ありがとうございます。 
三柴：そうすると、今のところコンセンサスは、「制度はこのままで、中できちんと教えるようにす

ればいいのではないか」ということだと思いますが。 
浅田：すみません。浅田ですけれども、クレーンで天井クレーンとジブクレーンのタイプがあります

が、天井クレーンは xyz 座標を動かして、ジブクレーンは移動式クレーンと同じように極座標とい
うのでしょうか rθφ 座標で動かすので、かなり操作技術的には異なるような気がしますが、そちら
についてはどうなのでしょうか。 

森山：確かにそうですね。例えば、ジブクレーンの場合は当然、アウトリガーなどはありませんが、
ただそれが教育や講習あるいは免許でやはり分けたほうがいいということがあるのでしょうか。そ
の辺りは玉泉先生はいかがでしょうか。 

玉泉：xyz で天井走行クレーンのほうで免許といいますか試験をいたしますので、そちらのほうで行
っておけばそれ以外は全部できるわけです。それより、逆に簡単と言ったら語弊があるかもしれま
せんが、天井走行クレーンで行っておけば、あとはその中での教育だけで十分ではないかなと思い
ます。壁クレーン、スタッカークレーンなどいろいろとありますけれども、1 本でいいのではない
でしょうか。あまり細かく分ける必要はなく、試験の中で教えたらそれでいいのではないか思いま
す。 

森山：ありがとうございます。角田先生も同様のご意見でしょうか。 
角田：私も玉泉先生と同じように、基本的にはクレーンの中で基本操作が含まれておりますので分け

なくてもいいと思っています。工場などを見ていると天井クレーンがあったり、また一部では壁ク
レーンを使っていたり、複数の種類のクレーンを使っていることもありますので、それらは分けて
しまうとまたそれぞれで取るというのも大変な気もしますので、現状でいいのではないかと思って
います。以上です。 

森山：浅田先生いかがでしょうか。 
浅田：クレーンとして最もよく使われるのは天井クレーンなので、天井クレーンを基本的に押さえて

おけばいいというのはよく分かります。ただ、ジブクレーンは旋回操作だとか起伏操作だとか、ど
ちらかというと移動クレーンに近い操作を行いますので、かなり天井クレーンの操作とは違う印象
は持ちますけれども。 

森山：分かりました。それも結局は天井クレーンの教育で満たされるというのが玉泉先生のお考えで
しょうか。 



玉泉：例えば、建設現場に行きますと、タワークレーンがありますね、これは典型的なジブクレーン
ですが、それだけをまた別にするというのも煩雑ではないかと私は思います。現実には下〔註＝地
上〕のほうで無線で運転をすることもありますし、上〔註＝タワーの上にあるクレーンの運転室〕
で操作をすることもありますが、それも教育の中で教えたらいいのではないかと思います。取り立
てて天井走行クレーンとジブクレーンと分けなくていいのではないかと思います。建設業で使う方
は天井走行クレーンはあまり使いませんし、工場の中の方が建設現場に行ってタワークレーンを使
うこともあまりありませんので、それはその時点で教育をまた受けたらいいのではないかと私は思
います。以上です。 

森山：ありがとうございます。 
柳川：先ほど私は勘違いしていたのですが、1 つだけ。おそらくこれは別にしたら多分ジブクレーン

の技能講習の実技は講習機関のほうでできないと思います。 
森山：ありがとうございます。どちらかというと、特に分けなければならないというような実務的で

具体的なご意見はないようです。ただ、これも確かに微妙な話ではあると思うので、もしかしたら
何か個別的にそういうことがあるのかもしれませんが、大きな改正ということではないのかもしれ
ません。 

 
  



 
31 安衛教育の技能講習への格上げ 
提案文 特別教育などの｢教育｣については、事業主の実施にせずに技能講習に格上げし、義務化すべきであ

る。 
（00141 技官（4）） 

結果 特別教育の質の担保は検討に値する。技能講習への格上げを行うならば、アーク溶接等の業務、動力
プレス等の金型等の取付け等の業務、低圧電気取扱い業務があるとの提案があった。 

森山註 特別教育の講師に関しては法定の資格は定められていない。 
議事録 （2022 年 6 月 25 日） 

森山：この種の意見はかなり多いです。非常に漠然とした提案文で恐縮ですが、この辺りについて何
かご意見のある先生方はいらっしゃいますでしょうか。これは、つまり教育の外部化と言い換えて
も良いかもしれませんけれども。 

三柴：確かに、技官の方の中で、今の免許と技能講習と特別教育というその分け方で、分類を見直し
たほうがいいとおっしゃる方には出会います。しかし、そこは制度としての安定性や効率を考えな
がら、1 つには実際に学ぶのに何時間かかるのかという時間数から、専門性の高さ、技量の高さな
どを測っているところもあるだろうし、過去の災害との相関も見ているだろうし、そういったとこ
ろを踏まえて設計しています。そもそも今の法体系になる前から歴史もあったのでそこを引き継い
でいる面もあるということだと思いますが、どうなのでしょうか。 

先ほども実は似たようなネタが論題になったと思いますが、教育が必要だと言っているというこ
とはやはり危険性が高いというメッセージではあるので、もう少し就業制限のほうに規制強化の方
向で盛り込んでいくのがいいのではないかということは確かにあると思います。だとすると、具体
的に 2～3 挙げるとするとどの項目が挙がるのでしょうか。例えばかなり技術的に細かいテーマだ
から、あまり論究するのがいいのか分かりませんけれども、例えば 2～3 挙げられるならばその呼
び水として挙げておくというのは一案だと思います。篠原先生や柳川さんは、例えば何か浮かびま
すか。 

柳川：まず、私は特別教育を技能講習にするというのはあまり賛成しませんが、挙げるとしたらアー
ク溶接か低圧電気でしょうか。アーク溶接は、正直申し上げてガス溶接よりもはるかに高度なこと
をやっていますが特別教育ですよね。もしくは低圧電気かなという感じはします。すみません、私
のまったく個人的な感想です。 

三柴：なるほど。完結的にこうしてくださいと強く言う趣旨ではなくて、例えばこれらが挙がるとい
うような提言はあり得ると思うので、そういう意味でフリーにおっしゃっていただければという気
はします。他に、これは挙がるかなという項目を挙げられる方はいらっしゃいますか。篠原先生は
どうですか。 

篠原：私もアーク溶接がぽんと挙がりました。ガス溶接が技能講習で、アーク溶接は、これはなぜか
なというものもあったのですが、結構、感電災害が起こりますので。それから、例えばプレス機械
の金型の交換なども大きな事故につながりますので、やはり格上げをするとすればその辺りかなと
思います。 

それから、特別教育そのものは、森山先生が言われているとおり講師資格は特に定められていま
せん。ただ監督署に相談をすると、大抵、本当に（教育内容の質を）担保できますかという話にな
りますので、そこの教育の格の担保が何かできないのかなと思います。例えばゼネコンさんなどは
会社で特別教育をしてもそれではいけないと。登録教習機関など、例えば基準協会で受けたものし
か認めないというところもあり、もっとすごいのが某自動車メーカーですけれども、わが社の教育
を受けた人しか認めないと。それ以外はどこで行っても駄目でもう一回受け直しなさいみたいなこ



とがあります。それはより安全をという安全の基準が高いということがあると思いますけれども、
特別教育が基本的に事業者が行う社内教育であるとすれば、やはりそれを担保するものや特別教育
の規定はありますけれども、より具体的なものを決めて、それに基づいて行ったということが分か
るようにしたほうがいいのではないかといつも思います。 

三柴：確かに、その状況に合った教育が望ましいのは当然なので上のレベルのことを行うところはあ
るだろうし、それは放っておけばいいわけで「望ましい」ということでいいと思いますが、法規制
だからまずは最低限を確保するといったときに、各事業場で好きにやってくださいというところか
ら、きちんと承認を受けたところで教育をさせたほうがよいというところについては、今挙がった
ような項目を検討してもらえばいいという感じでしょうか。他に挙がるところがなければ、これは
これでいいかなと思います。強く改定を提言するというよりも、少し念頭に置いていただいたらい
かがでしょうかという程度の書きぶりになると思います。 

柳川：1 つだけ情報というか、理解していただきたいのですが、教育に関して本当に外部の教習機関
でやることがよいことなのかというそこのところは、1 つ疑問を持ってもいいと思います。 

森山：実際にわれわれが行く会社だと、従業員が 2 人で社長も一緒に危険有害業務を行っているとい
う場合があります。あとは、「腕を盗む」ではありませんが、そういった（徒弟的な）文化があっ
たりするのと、あるいは会社がすごく小さくて自力での教育能力があるとは言い難い会社が非常に
多いので、もう少し外部からの助力が必要ではないかとよく思います。講師資格という言い方がい
いのか分かりませんが、なんとかうまく身に付く教育ができるように、別途機会があれば検討をし
ていく必要があるのではないかと、実務上はよく言われることではあります。それでは次に行かせ
ていただきます。よろしいでしょうか。 

三柴：そうですね、文系の私から見ていると、講師資格の定めぶりは、字面だけを見るとほとんど受
講者の履修資格と履修要件と変わらないような感じになっています。実際にそれを定めるのがいい
のかどうか、あるいは定めぶりをどうするかを含めて、後で機会があれば検討をするということ
で、次をお願いします。 

 
 
 
■質問 4（委任関係） 
32 委任元条項の明確化 
提案文 労働安全衛生法第 27 条第 1 項により、第 20 条から第 25 条まで及び第 25 条の２第 1 項の規定によ

り、事業者が講ずべき措置及び前条の規定により労働者が守らなければならない事項は、厚生労働省
令で定めると規定されており、省令に講ずべき措置等が委任されているが、法の定めが抽象的で省令
に根拠条文を引用していないため、根拠条文が曖昧になるため、省令に根拠条文を引用する等により
根拠条文を明確化する必要がある。（000186 監督官（1）） 

結果 不採用（法律本体と省令の対応関係は、事件毎に決めて良い。） 
ただし、この問題については、分担研究報告書「労働安全衛生法第 26 条及び第 27 条の逐条解説」の
2.5.3 においても考察した。 

森山註 安衛法 労働安全衛生規則 
第 20 条 
（第 1 号） 
＝機械等 

（規格に適合した機械等の使用） 
第二十七条  事業者は、法別表第二に掲げる機械等及び令第十三条第三項各号に掲げる機械等について

は、法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ、使用しては
ならない。 



第 21 条 
第 2 項 
＝場所 

（開口部等の囲い等） 
第五百十九条第一項 事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に

危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等（以下この条において「囲い等」とい
う。）を設けなければならない。 

第 20 条 
（第 1 号） 
＝機械等 

（作業床） 
第五百六十三条第一項 事業者は、足場（一側足場を除く。第三号において同じ。）における高さ二メ

ートル以上の作業場所には、次に定めるところにより、作業床を設けなければならない。 
一・二 略 
三 墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、次に掲げる足場の種類に応じて、それ

ぞれ次に掲げる設備（丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損
傷、変形又は腐食がないものに限る。以下「足場用墜落防止設備」という。）を設けること。 
イ わく組足場（妻面に係る部分を除く。ロにおいて同じ。） 次のいずれかの設備 

⑴  交さ筋かい及び高さ十五センチメートル以上四十センチメートル以下の桟若しくは高さ十
五センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備 

⑵ 手すりわく 
ロ わく組足場以外の足場 手すり等及び中桟等 

四～六 略 
第 21 条 
第 1 項 
＝作業方法 

（安全靴等の使用） 
第五百五十八条第一項 事業者は、作業中の労働者に、通路等の構造又は当該作業の状態に応じて、安

全靴その他の適当な履物を定め、当該履（はき）物を使用させなければならない。 

議事録 （2022 年 6 月 25 日） 
森山：これも何度か研究会で話題にはなっていましたが、よく言われるのは、検事さんが、一体これ

は法何条の委任を受けているのかということを言われるというところです。これは大前提として私
の疑問なのですが、やはりこれは法何条の委任省令なのかというのを明確にしないと、罪刑法定主
義というか、刑事訴訟法上の問題になるということは確かなのかを先生方にお伺いしたいのです
が、いかがでしょうか。北岡先生、その辺りを教えていただきたいのですが。 

北岡：北岡です。そのように理解されているのではないでしょうか。政省令については国会等で成立
したものではないですし、罰則が付いているのが政省令ではなく、安衛法本体について罰則規定が
設けられていますので、当然、刑事訴追をする際は罪刑名としては安衛法何条と明記しなければな
りません。その安衛法の 20 条なり 21 条に基づいて安衛法の 27 条が政省令に委任をして、例えば
詳細については安衛則の六百何条に規定があると。その点は当然に明らかにする必要があるという
点は異論のないところだと思います。以上です。 

畠中：よろしいですか。 
森山：はい。 
畠中：これは僕が以前に議論をしたことがあるのではないかと思いますが。 
森山：そうですね。 
畠中：同じことをいうことになりますが、要するに、安全衛生法の 20 条から 27 条までの規定という

のは、もし安全衛生法を 10 カ条に圧縮しろと言われたとしても最後まで残るほど基本的な条文で
ありまして、事業者にその使用する労働者の安全衛生を確保するために必要な措置を講じなければ
ならないということを義務付けた規定です。そして、その具体的な措置内容は 27 条で厚生労働省
令に委任されているわけです。もし、必要な危害防止措置を少なめに見積もったとしても 2,000 カ
条前後にはなると思いますが、それを法律で全部を書かなければならないとなると、そのような法
律は使い物になりませんよね。そういう意味で、それを受けて作られる 2,000 カ条前後の危害防止
基準に、いちいち安全衛生法 20 条に基づくものとか、安全衛生法 23 条に基づくものとかと、それ
を省令の各条文の中にいちいち書いていくことは想像していただくだけで気が遠くなりませんか。 

法令というのは、簡潔ですっきりしたものでなければ駄目ですよね。そういう意味でも、そんな



ごたごたした省令などは本当に使い物にならないのではないかと思います。 
森山：ありがとうございます。結局は、安衛則や省令の内容からある程度判断可能で、95%以上の省

令が確かに分かるようにはなっていると。ただ、省令の定め方の問題などで少し分かりにくい場合
があるので、確かにそれは省令を整理することでうまくいくのかなと（私は）思います。 

畠中：それは一番フォーマルな姿としては、本省に伺いを立てて本省から答えをもらう、要するに基
収という通達になりますね。基収という通達をもらえばいいでしょう〔註＝現在は「基収」という
通達番号は廃止されているので、疑義照会応答についても基発、基安発等の通常の通達番号を附さ
れている〕。 

森山：そうですね。 
畠中：それだけの話のような気がします。要するに、危害防止基準の各条文ごとに法第何条に基づき

事業者は何々しなければならないと、条文ごとに書き込むことはないですよ。 
森山：ありがとうございます。 

酸素欠乏症等防止規則と解釈例規（労働調査会『安衛法便覧』から） 

 
具体例としてご紹介したいのですが、私も最近見つけまして、酸欠則第 6 条（要求性能墜落制止

用器具等）は「事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で、労働者が酸素欠乏症等
にかかって転落するおそれのあるときは、要求性能墜落制止用器具等を使用させなければならな
い」ということで、これは『安衛法便覧』によると安衛法 22 条を根拠にもつ規定になっていま
す。 

この行政解釈を見ますと、結局、例えば井戸の中にはしごで降りた場合に、酸欠になり（意識を
失って）墜落すると井戸の底に激突して骨折したりというような危険が及ぼされるということにな
っています。これは危険の防止でもあり、もちろん下に墜落したときに（更に）酸素欠乏空気に曝
露しつづけますので健康障害の話でもありますが、危険と健康障害という両方を防止するための条
文になっています。ただ、（『安衛法便覧』に示されている）根拠であるこの 22 条はあくまで健
康障害防止規定になっていますので、ここがうまく接続しきれていないのではと思っています。 

三柴：結局、作るときの事情と、使うとき、要は送検するときの事情が多分違うということだと思う
のです。そもそも作るときの事情としては、安衛法を労基法から独立させたときの趣旨とかぶる話
で、機動性ですね、さっさと労災を防止できる規則を作るということが必要だったのです。その結
果、労災防止効果を第一に考えて自由に規則を作ったら、本条の根拠規定が重複してしまったとい
うことは当然あり得ることだと思います。だから、それはそれで安衛法を作った趣旨とも適合する
からいいということだと思います。 



あとは、使うときに備えて後付け的な整理をするべきかということで、今、手続き的な基収をも
らうというのは、どのように根拠法を確定するかという手続きの話だったと思いますが、体系的に
きちんと行政が基収の Encyclopedia みたいなものを作って一覧表にするべきなのかという問題はあ
ると思います。それをあえて動かしておいて、その事案ごとに根拠法規を考えるというふうにした
ほうがいいのかというのはあると思います。 

そこは刑事司法との関係もあると思いますが、これはどのように考えるのでしょうか。まず森山
さんの実務的な感覚でいうと、このように一応書いてくれている解説書もあるわけですが、あらか
じめなるべく明らかにしておいたほうがいいのでしょうか。 

森山：私の感覚では、法律本体の根拠条文と省令の規定が何かしら論理的につながっていればいいと
思います。ただこの例では、安衛法第 22 条はあくまで健康障害の防止なので、そうすると「読
め」ないのではないかということだと思います。酸欠則第 6 条の規定振りで罰則まで行き着けるの
かということを懸念しています。 

唐澤：唐澤ですが、少しよろしいですか。 
森山：はい、お願いします。 
唐澤：私はかつて酸素欠乏症等防止規則の直接の担当者だったので、この第 6 条の制定過程を補足的

に申し上げます。この酸素欠乏事項は、要するに井戸などの酸素欠乏危険場所に労働者が入り、途
中で酸素欠乏になって墜落をする事故がよくあったのです。そのような事故を防止するためにこの
ような墜落防止措置、これはむしろ安衛法第 21 条第 2 項の墜落防止措置を具体化した規定なので
す。だから安衛法便覧に第 22 条（1）と書いてあるのはあまり信頼できません。どなたがこの気付
をなさったのか分かりませんが、これは間違いだと思います。 

森山：唐澤先生としては、これはやはり 21 条第 2 項ではないかと思われますか。 
唐澤：この第 6 条は墜落防止のための規定ですから。だから、この根拠情報というのはどなたが作ら

れたのか分かりませんが、あまり完全に信用しないほうがいいと思います。 
森山：承知しました。 
藤森：藤森ですけれどもよろしいですか。途中から口を挟みますが、私はこれは実際に実務のときに

かなりもめた事案がありました。（唐澤）先生が今おっしゃったのですが、やはり場面の類型とし
ては、そもそも酸素欠乏症―硫化水素も含むのでしょうか―にかかって転落をするおそれという因
果の流れであり、まさに原因自体は酸素欠乏、あるいは酸素欠乏症と硫化水素です。そこが要であ
りますから。 

三柴：必ずしも間違っていないということですか。 
藤森：はい。墜落防止の、その結果としてと言うのはおかしいですが、因果の流れで、先生は大変制

定でご苦労されてご無礼ですが私はそういうふうに検事に説明をしました。 
関連して、例えば有機溶剤などを見ると、有機溶剤の爆発火災の場面と有機溶剤という有害物な

ので、1 つは 20 条で爆発火災と、もう 1 つは 22 条で健康障害のおそれだから、それは両方に掛か
ってくる場合があります。この酸欠のものはまさに酸欠というファクターがあり、あと因果の流れ
だということで、そのときはその検事に納得してもらいました。あくまでも私の経験で申し上げま
した。 

唐澤：立法関係としては、そういう経緯であったということでございます。 
森山：ありがとうございます。本当に蛇足ですけれども、この解釈通達を見ても「危害」という言い

方なっていまして、必ずしも健康障害や危険というふうに特定していないものですから、そういう
意味でどちらとも取れるかなという。だから、私の個人的意見としては、20 条から 22 条では「危
険」とか「健康障害」ということではなくて、単に「危害」としてもよいのではないかと考えてい
ます。 



三柴：実はその行政官向けの調査を行ったときに、仕込みと言うと怒られますけれども、規則にまつ
わる災害を聞いていく中で、本法の根拠条文を挙げてくださいとお願いしたのです。それでどのぐ
らい挙げていただけるかというのを見たかったのですが、実際にふたを開けてみると、きちんと規
則にまつわる災害を挙げてくださった方は、ほとんど全員、根拠法の条文を挙げてくださっていま
した。ただ、それが同じ条文について同じ根拠規定かというのはまだ照合していないのですが、お
そらくずれが生じるのだろうなと思います。ずれが生じるぐらいで実はいいということを畠中先生
もおっしゃっているのではないかと思います。 

森山：確か前回はそういったお話を頂いたと思うのです。つまり、場合によっては安衛法の 22 条、
場合によっては 20 条ということでも問題はないということで、私の解釈は合っていますでしょう
か、畠中先生。 

畠中：はい。まさに三柴先生がおっしゃるとおりだと思います。 
森山：ありがとうございます。 

 
  



33 委任元条項の明確化 
提案文 厚生労働省令各条項の根拠となる法条項の明確化（例えば、労働安全衛生規則第 4 条第 2 項、第 18

条、第 23 条（安衛委員会））。（00078 監督官（2）） 
議事録・
結果 

△＊たとえば第 18 条は作業主任者の周知義務。確かに、たぶん根拠規定はない。根無し省令だろ
う。安全の見える化という趣旨で、この規定自体は非常に重要。しかし、そもそも周知自体が刑罰
適応かという問題もある。行政指導でも実効的ではないか。罰則は安衛法のエンフォースメントの
要ではあるが、行政指導の活用も重要。義務強制より権利性を強調すべき。根付きにするなら法
101 条に紐付ければ良いのではないか。 
4 条 2 項は根拠規定有り。罰則つき。 

 
 
34 作業計画が根無しとの指摘（検察庁） 
提案文 労働安全衛生規則第 151 条の 3、第 151 条の 89、第 151 条の 125、第 155 条、第 194 条の 5、第

194 条の 9 等「作業計画」を定め履行すべき旨の条文があり、法 20 条を根拠として取り扱っている
が、検察官より根拠となる法条文が無いのではと批判されることがあった。本省令はカバーをつける
等〔森山註＝安衛則 101 条のような、危険箇所への覆いのことと思われる〕ダイレクトな措置でない
ので、もっともな見解である。根拠法を明らかにしてほしいところ。（00287 元監督官） 

結果 不採用 
森山註 (1) 検察官の指摘は、「「危険を防止するため必要な措置」に作業計画が含まれないのではないか」

と言い換えることができる。 
(2) フォークリフトの作業計画の例 

 
（ 豊 田 労 働 基 準 監 督 署 リ ー フ レ ッ ト よ り  https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-
roudoukyoku/content/contents/000768538.pdf） 

(3) 作業計画の例（フォークリフトを含む、車両系荷役運搬機械等の場合） 
労働安全衛生規則（抄） 

（定義） 
第百五十一条の二 この省令において車両系荷役運搬機械等とは、次の各号のいずれかに該当す

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/000768538.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/000768538.pdf


るものをいう。 
一 フオークリフト 
二 シヨベルローダー 
三 フオークローダー 
四 ストラドルキヤリヤー 
五 不整地運搬車 
六 構内運搬車（専ら荷を運搬する構造の自動車（長さが四・七メートル以下、幅が一・七メ

ートル以下、高さが二・〇メートル以下のものに限る。）のうち、最高速度が毎時十五キロ
メートル以下のもの（前号に該当するものを除く。）をいう。） 

七 貨物自動車（専ら荷を運搬する構造の自動車（前二号に該当するものを除く。）をい
う。） 

（作業計画） 
第百五十一条の三 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業（不整地運搬車又は貨物自動

車を用いて行う道路上の走行の作業を除く。以下第百五十一条の七までにおいて同じ。）を行
うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該車両系荷役運搬機械等の種
類及び能力、荷の種類及び形状等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業
を行わなければならない。 

２ 前項の作業計画は、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路及び当該車両系荷役運搬機械等に
よる作業の方法が示されているものでなければならない。 

３ 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係
労働者に周知させなければならない。 

議事録 （2022 年 6 月 25 日） 
森山：これは簡単に紹介します。「作業計画が根無しなのではないかという検察庁の指摘があった」

ということですが、検察庁に対する我々の説明がうまくいっていないだけではないでしょうか。お
そらく検察庁は、作業計画はリスクアセスメントのような包括的な規定ですが、例えば法 20 条以
降の条文から委任を受けることのできる規定というのは、（機械の危険箇所に）カバーを付ける
等、より具体的な規定であり、作業計画というのはそこには含まれないのではないかということな
のではないかと思います。しかし、これは安衛法の趣旨からすると、当然、作業計画のようなもの
であっても含まれると私は思います。 

三柴：これに関連して 1 つだけ議論をしてもいいかなと思うのは、要は省令を起案する側がまさに根
無し省令という言葉があるように、核心的に根拠法がなくてもいいと思っているものと、どれに当
たるかははっきりは言わないけれども、大体これだろうと当たりを付けながら作っているものが多
分あると思うのです。根無し省令は実施省令（実施命令）とも言うということで、結構、核心的に
作られている感じがあり、これは変な話、省令ではあるけれども、どうも起案者側の実務的感覚で
はそれほど強制力が強くないような感じにも思えるのです。それは立法経験のお立場からどうなの
かというのは、唐澤先生や畠中先生に伺いたいと思います。 

唐澤：それでは名指しがありましたので。私は省令なりいろいろな法令を作ったことがありますが、
安衛法本体の根拠条文がなくてもいいやという考え方では作った記憶はありません。 

三柴：ありがとうございます。了解です。畠中先生も同様のお考えですか。 
畠中：そうですね。今ちらっと労働安全衛生規則を見ていますけれども、例えば 24 条の 13 の見出し

は「機械に関する危険性等の通知」というのがありますが、これは機械の包括的安全基準という観
点から見たらものすごく大事な規定なのですが、これは明らかに根無しです。やはり、末尾が「通
知するよう努めなければならない」という形で、はっきりと根無しであるということが読み取れる



ような書き方になっています。 
森山：寺本廣作先生の『労働基準法解説』では、労基法の施行当時の安衛則には当時の労基法 42 条

とかそういったものにひも付いて、勧告的基準という言葉で、努力義務も労基法 42 条等で読むと
いうような意見もありました。そうすると、ある意味で安衛則 24 条の 13 も、安衛法 20 条で読む
ことがもしかしたらできるのかもしれないと。ただ、もちろん条文の位置が違いますから〔註＝安
衛法第 20 条第 1 号で読むならば、安衛則第 24 条の 13 は、安衛則第 2 編第 1 章第 1 節（一般基
準）中に置かれるべきである〕。 

三柴：それは面白いですね。つまり本法では義務規定になっていて、そのひも付け省令では努力義務
という場合は、事案が悪質な場合、努力義務規定に反した場合は本法に立ち戻って処罰できるので
すか。 

森山：それは、努力義務規定である時点で罰則の適用はないという説明を私は内部で受けましたがい
かがでしょうか。これは先生方のほうがいいかもしれません。 

畠中：それは明らかに努力義務規定的な書き方になっていれば、それは無理ですね。 
三柴：どんなに悪質でも無理ですか。 
畠中：はい。あとは旧労基法から現行の安全衛生法に移るときに、ある意味で旧労基法に基づく労働

安全衛生規則では及び腰で書いてあった条文があるのです。例えば、安全衛生委員会などがそうで
す。あれは昭和 41 年に義務規定的な書き方に変わったのです。しかし、やはり安全衛生委員会と
なると労基法の 42 条あるいは 43 条から出てくるかなという、やはり首をひねるようなものでした
よね。このように、基準法時代には首をかしげるような条文というのがありましたが、それを安衛
法のときに一応整理したわけです。 

森山：分かりました。 
三柴：でも振り返ると、後々、健康管理時代に入ってきたときにそういう体制整備を義務付けたとい

うことが生きてきたという感じは、私はしますけれども。 
畠中：そういう意味で、労働安全衛生法において、総括安全衛生管理者、そして安全管理者、衛生管

理者それから産業医、そして調査審議機関としての安全衛生委員会という、きちんとした安全衛生
管理体制が労働安全衛生法によって構築されたわけですけれども、まさにそのための本当に大事な
種だったと思います。 

三柴：なるほど。私も公人の者として非常にそう感じます。ありがとうございます。 
藤森：あと一点だけ、端的にしますのでよろしいでしょうか。 
森山：はい。 
藤森：森山さんに教えていただきたいのですが、例えば 151 条の 3 の具体的な場面の問題は森山さん

が担当されたのですか。 
森山：これは違います。 
藤森：何が言いたいかというと、現場で私も検事とやりあったときがありまして、これは 20 条では

なくて、検事さんが 21 条という考えはなかったのかなと。もし森山さんがご存じでしたら、そう
いう観点はなかったですか。作業方法だとか作業計画、つまり何が言いたいかというと……。 

森山：すみません。私もそこまで思い至りませんでした。 
藤森：レイアウトだとか、作業方法、作業計画は、非常に微妙であり、環境の問題あるいは作業環境

となると 20 条と 21 条の境目は非常に難しい場面がありますね。 
森山：当然かぶったりすることはあると思います。 
藤森：そのときにやはり議論したのは、それと同時に最初に戻ってそれぞれ条文の根拠があれではな

いかと言われたけれども、これは先生方に教えていただければありがたいのですが、罰則のほうは
20 条も 21 条も程度が同じですよね。 



森山：はい、同じです。 
藤森：そうなると、ラフな論議はいけませんが、そういう両方に捉えられるというか、またがるとい

うか、私個人としては作業方法から生ずる危険の面を捉えて 20 条の面もあるけれども 21 条もある
と。そうすると罰則の数は同じだから最初に戻って、そういうときにそこまで峻別して、20 条か
21 条かという問題が、罪刑法定主義からしてもそんなに議論しなければいけないのだろうかという
ことです。現場では 20 条と 21 条の見極めが難しい場合があるのです。 

先ほど根拠条文も示せれば一番いいと言いましたが、だいたい安衛則の目次を見れば 101 条以下
から整理ができて、最初は 20 条のグループがずっとあり、そうなっていますよね。ただ、中に分
からないのは、いわゆる現場でいうと設備の要因と作業の要因のそのまたがりが非常に難しい場面
があります。だからそこでぐだぐだ言っていますけれども、検事として目的合理性でその条文が非
常に合っていれば違うのですが、またがるようなものは罰則の程度が同じであればそれほどこだわ
らないのではないかと私は考えました。 

結局私の事案も、その後転勤したので結局 20 条と 21 条のどちらで処理をしたのかが分からなく
なってしまったのです。そういう感想めいたことまでご無礼ですけれども、非常に作業と設備の、
だからマシンとメディアの問題が重なる部分があるから、そんなに罪刑法定主義からはみ出さなけ
れば峻別する必要があるのかなというのが実感でした。ただ根拠は 20 条と便覧には書いています
けれども、むしろ私は、これは 21 条の問題ではないかと思ったものですから。以上です。 

森山：ありがとうございます。とりあえず私のほうからは以上です。 
 
■質問 4（解釈） 
35 法令中における定義規定の一覧化 
提案文 散在記載されている用語の意義の集約化（例えば「クレーン」は解釈例規で、「クレーン等」は労働

安全衛生規則で、「移動式クレーン」は労働安全衛生法施行令においてそれぞれ定義されている）。
（00078 監督官（3）） 

結果 困難さはあるが、検討に値する。 
議事録 
(簡易) 

唐澤 規則に載っていたものなどを全て施行令に載せようとしたこともあったが、内閣法制局から細
かくなりすぎるから困難と言われ、却って通達レベルに落とすなどして、いろんなレベルのルール
に散ることになった面もある。だから難しいだろうが、やった方が良い。 

畠中 もともと旧労基法時代は、規則への包括的な委任があったので、規則に定義も書きやすかった
が、現行安衛法になって、法律－施行令－規則の体系となって分かりにくくなった面もある。施行
令は法律の基本的な適用対象をある意味無味乾燥に列挙している。まさに法律の補足。規則の中で
の二度書きすればよい（確認規定を置く）。 

＊罪刑法定の問題も、最終的には法と人の相互作用（コミュニケーション）が重要になるだろうが、
人は組織なりの面もあるから、行政も体制、ネットワークが重要だろう。 

 
36 A、B 等の解釈 
提案文 ①労働安全衛生法を刑罰法規として適用することを念頭にした各法条文の規則内容の明確化（例え

ば、労働安全衛生規則第 519 条の「囲い、手すり、覆い等」の「等」に該当する措置の明確化、求め
られる高さの明確化）。（00078 監督官（1）） 
②労働安全衛生規則 518 条第 2 項の「防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等」の規定において
は「防網」・「安全帯」・「等」の３つの措置の中の一つの措置のみでよいか又は二つ以上の措置を
要するか。 
（00082 監督官（1）） 



結果 提案についても、一般論としても、明確化に賛成（ただし、相当の拡張解釈は許容されると思われ
る） 

森山註 (1) 条文及び解釈例規の引用 
労働安全衛生法 
第二十一条  事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防

止するため必要な措置を講じなければならない。 
２ 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係

る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 
労働安全衛生規則 
（作業床の設置等） 
第五百十八条  事業者は、高さが二メートル以上の箇所（作業床の端、開口部等を除く。）で作

業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立
てる等の方法により作業床を設けなければならない。 

２ 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要
求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じな
ければならない。 

「労働者に安全帯等を使用させる等」の「等」には、荷の上の作業等であって、労働者の安全帯
等を使用させることが著しく困難な場合において、墜落による危害を防止するための保護帽を着
用させる等の措置が含まれること。 

昭和 43 年 6 月 14 日付け安発第 100 号，昭和 50 年 7 月 21 日付け基発第 415 号 
(2) 安衛則等では、外延的記述である「A、B 等」という規定方法は少なくない。 

外延的記述ではなく、内包的記述としたほうが、意味が明確になるのではないか。 
安衛則 

（射出成形機等による危険の防止） 
第百四十七条 事業者は、射出成形機、鋳型造形機、型打ち機等（第百三十条の九及び本章第四

節の機械を除く。）に労働者が身体の一部を挟まれるおそれのあるときは、戸、両手操作式に
よる起動装置その他の安全装置を設けなければならない。 

２ 〈略〉 
JIS B9711 機械類の安全性―人体部位が押しつぶされることを回避するための最小すきま 

二つの可動部が向き合って動く。又は， 
一つの可動部が固定部へ向かって動く。 

(3) 安衛則第 518 条第 2 項の「等」に、例えばサーカス団の曲芸訓練等は入るのか。 
議事録 （2022 年 8 月 27 日） 

森山 ①は「A、B 等の解釈」とタイトル付けましたが、墜落防止についての作業所の端部等に対す
る「囲い、手すり、覆い等」でございますけれども、それに該当する措置がちょっと不明確である
と。例えば、結局何センチだったらいいのかというところを、もっと明確化せよということ。 

②も作業所を設けられない場合の墜落防護措置ということを定めた条文ですけども、防網を張り
労働者に安全帯を使用させる等の規定においては、防網、安全帯、そして「等」の 3 つの措置の中
の 1 つの措置でいいのか。または 2 つ以上の措置を要するのか。そういったことは、ちょっと不明
確ではないかとのことです。 

玉泉：すみません、玉泉ですが。②の 1 つの措置でよいか、または云々というのは、読み方からいえ
ば明らかに 1 つというのはもう明らかじゃないんでしょうか。2 つ以上の措置というふうには、考



えておりせんけどね。だからその点は、法律の読み方が分かってる人やったら、当然分かるはずや
と思うんですけど。保護帽は墜落防止措置ではないでしょうから。 

三柴：文言解釈の話〔防網〕、まさに字面の解釈の話なんだけど、「防網を張り、・・・」ってつな
げてる場合は、どっちも必要っていうふうに読んじゃう人が出てくるのは分かる気はするんですよ
ね。だから、普通法律上の表現では複数を列挙して、そのどれかをチョイスすればいいっていう場
合は、「防網を張る、労働者に安全帯を使用させる等」というふうになる。「張り」じゃなくて
「張る」と思うんだけど。そこはどうなんですかね。。 

森山：「張り」というのは連用形ですが、それによる文理解釈の違いについては私は考えたことがあ
りませんでした。（内容的には）墜落しない措置を講じろっていうことなので、安全帯とその取り
付け設備があれば、それを使用させれば落ちないということで、防網はなくても良いんじゃないか
と解釈していました。 

さて、ここで「等」について、関連した問題を提起させて頂きたいと思います（上記森山註(2)
参照）。これも実際の運用では何とかうまく運用はしてるんですけど、度々問題になってしまうも
のなのですが、安衛則 147 条がございまして。これは、プレス以外で、手等を挟まれるような機械
について規定しているものなんですけども。条文を見ると（適用の対象となる機械について）「射
出成形機、鋳型造形機、型打ち機等」という規定振りで、（必要な措置について）「労働者が身体
の一部を挟まるおそれがある時は、戸、両手操作式による起動装置その他の安全装置を設けなけれ
ばならない」と規定しています。この条文の適用対象機械からは、プレスと食品加工用機械が除外
されております。（他方で）例えば JIS（B9711）などでは、（適用対象機械の定義を）内包的記述
により行っています。安衛則 147 条は「等」でやってますから外延的記述ですけども。この JIS の
ように、例えば「2 つの可動部が向き合って動く。または 1 つの可動部が固定部へ向かって動く」
と。それによって人体部位が押しつぶされることを回避しなければならないということになってま
すけども。そういった記述にしていく方向もあるのかなと、私はちょっと思っております。という
ことで。それについては、もしご意見ある先生方はいらっしゃれば、ちょっとお聞きしたいんです
けども。そういった議論というのは何か。もしございましたら。よろしければ浅田先生。 

玉泉：玉泉ですが、よろしいですか。 
森山：すいません。はい。 
玉泉：昔から僕、いつも思ってるんですけどどっちかいったら安衛則 147 条の対象機械をもうちょっ

と明確にしたほうが。ええとは思いますけどね。 
森山：そうですね。 
玉泉：安衛則 131 条のプレスに該当しないのは、大体安衛則 147 条にしてるんですけど。 
玉泉：この「等」のほうが、ものすごくファジーなんですよ。 
森山：この「等」っていうのは、つまり、おっしゃるとおりで適用対象物に対する「等」っていうの

は、非常に困るんですよね。措置の「等」は、実務上合理的に解釈できるんですけども、適用対象
が「等」でやられてしまうと非常に難しいというか。 

玉泉：おっしゃるとおりですね。そう思いますね。 
森山：すいません、何かもう時間もあれなんですけども。浅田先生にお聞きしたいんですけど、こう

いった（「等」を使用した）表現っていうのは何か安衛部のほうで何か議論があれば、お伺いした
いんですけども。 

浅田：私が知っている範囲では、安衛則 147 条のこの条文の対象物についての議論があったとは聞い
ておりません。 

先ほどの議論を聞いておりますと、やはりこれ、対象が何かというのは構成要件上、大変重要な
要件ですので、それは単に機械を幾つか並べて「等」だけでは、あまりに不明確なのかなと。少な



くとも、対象となる要件が明らかにするような表現に改めたほうが適切ではないのかなと思われま
す。 

森山：ありがとうございます。これに対し、措置に「等」をつけるのは、ある程度許容していったほ
うがいいんでしょうか。 

浅田：措置の目的が明らかになるような表現ぶりであるならば、それは解釈できると思うんですよ
ね。例えば、墜落を防止する措置とか挟まれの危険を防止する措置とか、そういう条文上それが明
らかであれば解釈で補えるとは思いますけど。 

森山：分かりました。ありがとうございます。 
三柴：やっぱり法律屋の発想で申し訳ないんですけど。さっきの安衛則 519 条ですかね。それもそう

なんですけども、法律屋だとやっぱり「防網を張り」だと、何か両方を要求してるように聞こえち
ゃうっていうのもあるのと。それから、だから安衛則も少し罪刑法定をいうのであれば、その表現
を正確にっていうのは意識してもいいのかなというのと。それから、今の安衛則 147 条については
恐らくですけれども、実際に今想定してない機械でも災害が起きたら「等」で読み込んじゃうんじ
ゃないかなと思うんですよね。だから、もし災害が起きたら「等」に読み込んじゃうんだろうなと
いう気がするんで。どうなんでしょうね。「等」にある程度たわみを持たしておくのがいいのか、
それともかっちり限定列挙で、これ以上は入れないよというふうにするのがいいのか。そこは予防
の効果と安衛法の罪刑法定との関係でバランスさせないと。何か、どっちに寄り過ぎてもうまくい
かないような気がするんですけど、どうなんでしょう。 

森山：私が考えてるのは、例えば手が押しつぶされる程度の動力を有して、かつ「可動部が向き合っ
て動くか、固定部へ向かって 1 つの可動部が動く」とかっていう、こういった抽象的な表現を使用
してもいいのかなっていうのは、ちょっと思ってますけど。 

三柴：そうですね。それは賛成ですね。確かにね。 
森山：いわゆる性能要件や自律管理といったことやってくんだったら、JIS のような表現も、ちょっ

と取り入れてもいいのかなというような。ただ、そうするとやっぱり安衛則全体の問題になってき
ますんで、全く簡単ではない問題なんですけど。 

三柴：でも、少しずつでも手付けないと変わらないので。おっしゃるように、その。安衛則の時代、
どっかから引き継いできた、ひいては工場法時代から引き継いできたって規定があるんだけども、
例えば旧安衛則については結構場当たり的に規定作ってる感じがするんですよ。 

さっきお示しした笹井さんの分析がよく示してるけども、ものによっては具体的な対象を列挙し
て規定をしているけれども、ものによってはもう少し包括的に機能を書いて性能要件的な定めにな
っていたりして。あまり一貫してないんですよね。 

だから、取りあえず性能要件的に書いて、要するに何をしちゃいけないのかっていうのが明確に
なる書き方ができるんだったら、そっちに直してったほうがいいとは思いますんで。そこは、安衛
則 147 条は森山さんの提案に私は賛成ですね。 

北岡：北岡です。1 点よろしいでしょうか。 
罪刑法定主義の見地から、今の 518 条 2 項なり 147 条ですか。安衛則の。これどう読むかなんで

すが。恐らくは、今現行解釈として恐らくいっぱいいっぱい、この解釈が許されるんじゃないか
と。 

私も 1 年生向けに今、法学入門的なことやるんですが、そこでよく言うのは、この拡張解釈と類
推解釈。拡張解釈は一応、刑法上も許容され得るというんですけれど、その例としてよく挙がるの
が刑法 129 条の過失往来危険罪。ここで汽車っていう文言があるんですよ。過失によって汽車を転
覆させたりすることは、当然これは過失往来危険罪になるわけですが、この汽車にガソリン車が。
ガソリンカーが、普通の自動車ですね。含まれるかどうか。動力源は異なりますので、もう厳密な



解釈をするとガソリンカーは含まれないとなり得るわけですが。これについては戦前の大審院判決
においても認めたんですね。拡張解釈は。汽車の代用のガソリンカーについては、確かに燃料は違
うんだけれど、交通往来の安全を保護するという規定の趣旨であったり、あるいは同一の性質など
を念頭に、汽車にガソリンカーを含めることを許容したと。 

動物でいうとすると、馬とロバ。もう何か、いっぱいいっぱいの気がするんですけど。授業で話
してても、あんまりうまい例じゃないなと思ってますけど、馬とロバは拡張解釈としては許容され
るっていうことは、よく言われます。 

これに対して、類推解釈として許容されないというのは、例えば「馬はこの橋を渡るべからず」
と規定している中で、牛もこれは同じ生き物だから馬に含まれるんだと。これは類推解釈として許
されないというのが標準的な、法学入門教科書でよく記述されている例です。 

その見地から見ると、先ほどの（安衛則）518 条 2 項も、あるいは（安衛則）147 条も、それな
りに拡張解釈で認められる範囲なのかなと思いますけれど、三柴先生がご指摘のとおり、曖昧さは
これは。もう曖昧さは当然否定できませんし、時代状況等に応じて規定の文言を不断に見直してい
くというのが当然、必要だとは思います。 

森山：ありがとうございます。 
北岡：あと、安衛則 518 条、仮に明確化するのであれば、新たに同条３項を新設するのが一番、すっ

きりはするのかなと思います。 
森山：といいますと、3 項というのは？  
北岡：例えばですけれども新たに 518 条 3 項に「事業者は前項の規定により、防網を張り労働者に安

全帯を使用させることが困難な時は、保護帽を着けさせないといけない」等と規定を追加するのが
恐らく一番明解なんでしょうけれど、非常に条文が煩雑化するので、恐らくはこういう立法選択を
されたのかなというふうには、今ちょっと推測しておりました。 

森山：ありがとうございます。 
石崎：すみません。ちょっと安衛則 518 条についてお伺いしたいんですが。要するに、3 つのうちの

どれかっていう。安全帯の使用か防護網（防網）か等かだと思うんですけど。今お話あったよう
に、この「等」っていうのは、安全帯を使用させることが著しく困難っていう状況がないと選択肢
としては出てきては駄目っていう、そういう理解になってくるんですかね。 

北岡：本省の行政解釈は、そう書いてるんですね。確か。 
石崎：ですよね。 
森山：防網と墜落制止用器具と、何かしらそれと同等なものであれば、特に優先順位なく、何かしら

同等な措置があれば。 
石崎：何かしら同等なら、それでもいいっていうことなんでしょうか。 
森山：いいと思うんですけど。ただし、保護帽だけですと。保護帽って当然頭部だけですので、頭部

以外傷害を受けるので、（頭部以外には）効力がないということで。今は優先順位を通達で付けて
いるというような形なんで。 

石崎：なるほど。何か、実は調べてた判決で、日本総合住生活ほか事件の判旨の中で、要は一丁掛け
の安全帯を使ってて、それで事故が起きちゃったって話だったんですけど。高裁は、二丁掛けを使
ってないっていう、その状態がですね。一丁掛けだけ使わせてるって状態が、この安衛則 518 条 2
項違反にすらなるみたいなことを何かちらっと言ってて。いや、そうなのか、ほんとにそうなのか
なって、ちょっと思って気になってたんですけど。 

つまり「等」っていうのがあるんだとしたら、別に一丁掛けだったとしても、ちゃんと指導した
りとかしてれば、別に違反にはならないんじゃないかなっていう気もしたんですけど。何かちょっ
と、その高裁の判決がよく分からなくて。すいません、ちょっと口を挟んでしまいました。 



森山：ありがとうございます。 
柳川：すいません、ちょっと一言だけ口挟まさせていただきますと、行政は（作業員が）移動する時

については、この墜落制止用器具を着ける必要なはいという発想、解釈をしてます。要するとき作
業する時だけですね。あの事件は、移動してる時でしたよね。枝を払って。 

石崎：そうです。移動した時です。 
柳川：しかも行政は、よせばいいのにガイドラインの中で、木の伐採なんかをする場合については墜

落制止用器具が使えないんだから、保護帽で構わないみたいなことをはっきり書いてるんですね。
ちょっと、よせばいいのという気はしますけど。すいません。余計な口、挟みました。 

森山：木の伐採の時は、私は基本的には高所作業車を使用するっていう前提で安衛則 518 条 1 項違反
で指導することもあります。 

柳川：誤解のないようにお願いしたいんですけど、移動の時について法律上違反にはならないという
ふうに言ってるだけで、行政のほうも、移動の時も墜落制止用器具を着けろというふうには言って
ます。ガイドラインでは。そこ、ちょっと誤解のないよう、お願いします。あくまでも、それは法
律上は義務がないというだけですね。 

森山：石崎先生のそれは、民事裁判ですか。 
石崎：民事裁判です。 
森山：ありがとうございます。 
石崎：そうすると、高裁がちょっと厳しく判断し過ぎてる感じがあるということで、いいんですか。 
森山：ただ、条文をそのまま解釈すると、特に高裁判決が間違ってるという話ではないと私は思うん

ですよね。移動と作業っていうのを、（文理上）分けるのか分けないのかっていう問題だと思いま
すので。 

石崎：義務違反を認めた判断自体は別に、それはそれでいいのかなと思うんですけど。何か、その時
に安衛則 518 条 2 項で予定されてる措置がとられてないっていうようなことを言ったのは、余計だ
ったんじゃないかなという気がしてるっていう。 

森山：条文に立ち返ると、やはり作業に移動が含まれるかどうかっていうのは、完全に法解釈の問題
ですので。裁判所がそう解釈するれば行政解釈より優先されるということであると私は思ってま
す。 

石橋：もちろん、そうなんですけど。ただ、この裁判官もそういう意味で、ちょっと解釈……。一審
は違う判断なんですね。なので、ちょっと。そういう意味で、裁判官でも悩むところではあるの
で。そういう意味で、先ほどの北岡先生のご提案ですとか、より明確化してくっていうのは、やっ
ぱり必要なのかもしれないなっていうのをちょっと思ったっていう次第です。 

 
37 「常時性」の解釈の明確化 
提案文 ｢常時性｣は、条文ごとに解釈を示すべきだと思います。（00264 元監督官（4）） 

各種条文における｢常時｣について 
用語を定義するか、別の表現とすべきではないか。 
（理由）法の周知における｢常時｣（法 101 条）、安全衛生管理体制等における｢常時｣（安衛令 2 条ほ
か）、有害業務に従事する場合の｢常時｣（法 101 条）、安全衛生管理体制等における｢常時｣（じん肺
法 6 条、有機則 29 条ほか）、定格荷重や警報装置等にかかる｢常時｣（則 389 条の 9、クレーン則 24
条の 2 ほか）で意味が異なることが明らかと考えられ、誰が読んでも同じ意味に解される保証がない
ことは不適切と考えられることから。（00007 監督官（1）） 
「常時」という文言の明確な定義及び判断基準が定められていないことから、特殊健康診断の実施等
の要否について、各人ごとに判断が異なってしまうこと。 



（000155 不明（1）） 
常時性の例示。（00107 監督官（2）） 
「常時」について、頻度や使用量を定義し明確化すること。有機溶剤中毒防止規則等有害物に係る規
制で規定されることの多い「常時」について、定義が明確でないことから、現場により解釈が異な
り、全国斉一的な法令の適用を困難にしていると思料するため。 
（00181 監督官（1）） 

結果 検討を要する課題。 
ただし、有害性の有無や程度などについて定量的に定まらないものも多く、法令の規定で明確化する
のではなく行政通達等で基準を示してもよい場合があるのではないか。 

森山註 ・粉じん則、有機則などは作業・業務列挙方式。 
・曝露量は業務毎にも異なるはずではないか。 
・産業医等が医学的見地から必要性を判断するべきではないか。 

議事録 （2022 年 10 月 15 日） 
三柴：「常時性」に限らず、例えば、産業医や管理者の選任における専属の要件についても、はっき

りは決まってないわけですよね。ただし、そこで専属という以上、あるいは「常時」という以上、
基本的にそこでの、専属という場合は、そこの事情をよく知っていて、そこで何か起きれば対応が
できるっていう密着性を言っているわけで、「常時性」については、基本的に、そこでの稼ぎが食
いぶちの基本でありっていうことでしょうから、当然、働き方に応じてある程度変わってくるって
いうのも見越して、わざわざ画一的に決めてないっていうことだと思うんですよね。 

それを、変な話ですけど、さっきの話にも通じてくるんですけど、画一的に決めろっていう側っ
て、私はかなり横着な感じもしていて、要するに基準が決まればそこに抜け穴を探してやろうって
いう意図が見える気がするのと、それから、監督取締側においても、現場の監督行政においても、
要するに現場見る気がないというか、監督指導をする時に、効率的に当てはめをやったほうが楽だ
から、そういうことを出すのかなっていう気が、どうしてもしちゃうんですね。 

現実的にそうしないと回らないのはよく分かるんですよ。分かるんだけど、この全国斉一とか、
「何言ってやんでえ」と思うことがあるんですよ。現場見る気ないのかと。そんなに人嫌いなの、
あなた方っていう感じがすることがあって。監督官も私に言わせれば 2 種類いて、大きく、ルール
が大事で当てはめようとする人と、それから、一方で現場が大事でルールを使おうとする人がいる
と思うんですよ、大まかに。乱暴に分ければ。安全衛生ってのは後者じゃねえかと思うんですけど
ね、大事なの。 

森山：そうですね。大変おっしゃるとおりだなと、今、納得しながら聞いておりました。曝露量は作
業の種類ごとにも違うと思いますんで、例えば、じん肺法施行規則の別表で粉じん作業を列挙して
ますが、各作業で常時性が変わってくるのではないかと。会社側の人からも、どうしたらいいんで
すかと質問があるんですけど、私は「産業医さんですとか、そういった人と、科学的に考えて決め
てください」っていうふうに、申し上げていたりというのがあるのですが。 

労基署としては、指導する側として、ある程度科学的な指針みたいなのを示せれば良いですが、
法条文を単に白黒つけるっていうことは、確かに三柴先生おっしゃるとおり、あんまり意味がない
かなっていう気はします。あるいは管理濃度みたいなものを作るのか、そこは科学的な話になって
くると思うんですけども。本省や他の機関で、何か議論が行われていれば、伺うことはできますで
しょうか。 

三柴：そうですね。石崎先生、管理濃度ってどういうふうに捉えてるかって、認識っていうか、感想
というか、伺いたいんですけど。要するに、行政が便宜上、管理濃度って作ってきたけど、一応、
産業衛生学会とか学会が出すものは参考にしてるから、かなり一致してますとかいう話だと思うん



ですけど、別に絶対の基準として出しているわけじゃない。確かに、化学物質管理はかなり技術者
の技術がものをいうから、そういう基準を作りやすいというか、意味を持ちやすいというのはあっ
ても、結局、いざ訴訟とかってなると、裁判所は筋を見ていて、管理基準に反したとか、反してな
いとか、そこばかりにとらわれている感じはしない。管理全体をちゃんとやってるかっていうとこ
を見てると思うんですけど。 

石崎：そうですね。今は「常時性」の話ではあるんですけど、化学物質管理の話とも似たような話だ
なと思いながら伺ってはいました。管理濃度もある種、1 つの基準ではあるので、だから、その基
準に則していれば、一応はある種の目安になるというのはそのとおりですけど、ただ、結局いろい
ろ測り方とか、いろんな条件で数値も変わってきちゃうようなものなので、やっぱり訴訟とかにな
った場合には、三柴先生のおっしゃられるように、やっぱり全体的にちゃんと管理できたかどうか
という話で、さっきの、三柴先生は、現場を見るのか、基準を見るのかってお話だったんですけ
ど、結局、安衛法の趣旨を目指すのか、基準に照らしてどっちかを判断するのかみたいなところの
話なのかなという印象はありますよね。 

三柴：結局バランスの問題だと思うんですよね。確かに、ある程度基準をはっきりさせて、効率良く
執行していかないとうまく回らないのはもちろん事実なので、だからバランスの問題だとは思うん
ですけど、「常時性」ってもう少し具体化したほうがいいですかね、石崎先生の考えでは。 

石崎：いや、私はちょっと、結構無理があるのかなという気もしていて、「常時性」って、また条文
の中での使われ方によって、多少幅のある印象もあるので。特にこれ、有害業務に従事する場合の
「常時」って、まさにどのくらいだったらリスクと感じるかみたいなところになってくるわけです
よね。 

三柴：そうですね。 
石崎：だから、そこの解釈自体を、現場も監督官も、個々の現場の状況に応じて適切にしなきゃいけ

ないっていうことなんですかね、改めて考えてみると。 
三柴：そうですね。まさに定量的なリスクの測り方ですからね。 
石崎：そうですね。あと、安全衛生管理体制における「常時」というのは何でしたっけ。常時何人以

上のとかっていうやつでしたっけ。 
三柴：そうですね。それはだから、要するに事業場の規模を測るための概念ですよね。あの場合の、

常時使用労働者数を意味してる場合は、事業場の規模を測りたいから使っているわけだから。 
石崎：そうですよね。それぞれ違いますよね、恐らく。 
三柴：そうですね。ただ、リスクを測るための指標だっていうことは変わりがないので、そういう意

味では、現に規模が大きいから危ないでしょっていう部分と、規模が大きいからできることが増え
るでしょ、余裕があるでしょっていう部分と、両方見てるんだと思うんですよね。 

石崎：そうですね。そこもだから、例えば、人が入ったり辞めたりが激しい所で、瞬間的に下回るよ
うなことがあったら常時じゃないのかとかっていう話も、広い意味で体制を整える必要性とか、リ
スクの評価に関わるようなところなので。だからやっぱり、法とかで一律的に決めるっていうの
は、ちょっと不可能かつ不適切っていうことになるのかなという印象はあります。 

三柴：そうですね。常時使用労働者数は、労基法と安衛法の定めが典型だし、重要だと思うんですけ
ど、派遣労働者をどう見るかっていうところで微妙に違いがありますよね。だから、労基法の場合
は常時使用労働者には含めないわけだけど、安衛法の場合はものによっては含めますっていうこと
だから、安衛法のほうが現場見ようとしてることは明らかで、現場の実態に応じてどうかというこ
とを安衛法のほうが大事にしてるっていうのは明らかで。 

で、安衛法っていうのは、私に言わせれば、もうリスク管理、一言で言うとリスク管理であり、
性格を言えば、技術者による経営者への働きかけだけ思うんで、そのリスクが重いかどうかを測る



指標、あるいはできることがどこまであるかっていう現実的な実行可能性の観点で常時使用労働者
数を指標にしていると思うんですね。 

だから、おっしゃったとおり、そこはあまり定量的にかっちりとはいかないでしょうっていうこ
とで、私も同意ですね。 

森山：「常時」とは実質的に有害である場合だというのは分かるんですけど、はたしてそれを「常
時」という言葉で表現していいのかなというのはあります。 

角田：（規定の）曖昧さであったりとか、分かりにくさ、「遅滞性」とか「常時性」などは普段現場
からよく聞かれて、それこそ基準はどれなのかということが、現場の意見として聞かれることが多
かったので、私たちとしてもコンサルタントで話をする時にも、そういったことがある程度明確に
なると、話しやすいなというのがありました。 

いろいろ示されているんですけれども、私が不勉強な面もあるんですけれども、検索しにくかっ
たりですとか、そういうことがあったので、明確に整理されるというのは非常に望ましいなと思い
ました。 

森山：そうですね、基準の明確化というのは、現場の人事担当者さんと話す時は、最も多い要望では
あります。 

吉田：お話を伺って、大変勉強させていただきました。法の分かりやすさというお話もございました
けれども、確かに事業者からすると、現場ではやはり予測可能性、どういうことを守らなければ処
罰もされるし、あるいは行政の指導も受けるということの、予測可能性というのが非常に大切だと
思いますので、そういう意味で、分かりやすいということは重要なのだと思うんですけれども。 

ただ、必ずしも法文に手を加えるということには限らないで、お話に出ておった行政解釈をより
丁寧に行うというふうなことなども対応策なのかというふうには思って聞いておりました。 

 
38 「遅滞なく」の明確化 
提案文 労働安全衛生規則第 97 条 

｢遅滞なく｣を例えば、発生時から 1 カ月以内など特定の期間とすべきではないか 
（理由）労災が発生した事実を隠す等の意図で報告を遅らせる場合を想定すると、期日を設定した方
が、取り締まりが容易であり、また、取り締まりの規定としては、期日があいまいであることは不適
切と考えられることか。（00007 監督官（2）） 

結果 賛否決まらず。 
なお、既に通達等で示されている運用基準については、柳川委員のウェブサイトで情報がまとめられ
ているので参照されたい：実務家のための労働安全衛生のサイト－「直ちに・すみやかに・遅滞なく
と は 」 （ https://osh-management.com/legal/information/promptly-right_away-
without_delay/#gsc.tab=0）。 

議事録 （2022 年 10 月 15 日） 
柳川：少なくとも、「遅滞なく」に関しては、通達で、幾つかの条文については示してますよね。 

大阪高裁の判決〔註＝大阪高判昭和 37 年 12 月 10 日 銃砲刀剣類等所持取締法違反被告事件〕
で、旧銃刀法で、これは「遅滞なく」じゃなくて「速やかに」ですが、これが非常にいいかげんだ
から、罪刑法定主義に反して条文自体が無効だという主張を被告側がしまして、1 審が無罪だった
んですけど、高裁が、いやいや「速やかに」と書いてあれば十分だということで有罪になりまし
て、後に――銃刀法って、旧銃刀法ですけど、が改正されて、確か 2 週間以内とか、条文のほうに
決めちゃったんですかね。これは参考までです。すいません、余計なことを。 

森山：ありがとうございます。そうですね、「遅滞なく」といえば、例えば安全衛生教育についても
「遅滞なく」ってやってますんで。安全衛生教育なんかは、もうその業務を始めて 1 カ月後にして

https://osh-management.com/legal/information/promptly-right_away-without_delay/#gsc.tab=0
https://osh-management.com/legal/information/promptly-right_away-without_delay/#gsc.tab=0


も、恐らく駄目で、多分、刑事事例でも、恐らく初日とかにしないと、多分それで事故が起きたり
したら、多分送検はしてるのかなと思うんですけども。確かに、もう少し特定してもいいのかなと
いうケースはあるかなとは思います。 

何かご意見は、他にございますでしょうか。 
石崎：すいません、この提案者の方は、「遅滞なく」全般についておっしゃられてるのか、それと

も、この 97 条を前提でおっしゃられているのか。 
森山：この提案文だけ読むと、97 条の話になってしまいますが、ご意見としては、ちょっと安衛法全

般に「遅滞なく」というのが非常に多い文言ですので、ご意見としてはもう少し広めで頂くことが
できれば、それは非常に価値があるかなと考えております。 

石崎：柳川先生おっしゃられたように、面接指導とかあの辺も通達とかで 1 カ月以内みたいなことが
書かれているので、通達で明らかにされていれば、それでいいのかなという印象はあります。 

森山：ありがとうございます。 
石崎：この労災の報告に関しても、特に今のところ何も、もしそういう通達も何もないっていうこと

なら、あったほうがいいのかなっていう印象はありますが、ちょっと私もよくその辺、分かってな
いので、ありがとうございます。 

 
39 その他条文解釈の明文化 
提案文 通達や指針による解釈しか示されていないものが多く、分かり難い。明文化等の整備が必要。 

（00055 監督官（1）） 
結果 通達や指針で示された行政解釈を、逐条的・統合的に検索できるデータベースが必要（ルールは検

索しやすくなければならない）。 
しかし、現行の行政解釈を法令そのものに明文化することは規制の硬直化につながる等の理由によ

り、慎重であるべき。 
議事録 （2022 年 10 月 15 日） 

三柴：安衛法の議論って、大体ここに行き着くので。行き着くっていうか、量か質かっていうこと
で、あるいは現場かルールか、画一か柔軟かっていう、もうそこに行き着くので。 

森山：はい。分かりづらいというのは、多分、規則だけを見ても分からなくて、通達まで見ないと分
からないから、調べるのが確かに大変だっていうのがあると思うんですけども。 

三柴：そうですね。 
森山：情報をうまく整理して、皆が見られるようにすれば、分かりにくくはならないのかなというの

はありますので。私はそういう解決法があるのかなとは思いました。 
ただ、「常時」っていうのは、「有害性のおそれがあるかどうか」とはズレた文言を使ってい

て、その分余計な検討が必要なのかなと思います。なので、法律の規定の目的がもう少し明確にな
るような省令の文言だと、施行する側も企業さんも混乱が少ないかなっていう気はします。 

ご意見ある先生方がいらっしゃれば、ぜひ頂戴したいと思いますが、いかがでしょうか。 
井村：通達や指針による解釈そのものは、具体化するっていう意味ではそんなに悪くないとは思うん

ですけれども、ただ、どれが使えるのかが分からないっていうのが一番問題かなと。だから、最新
の通達が効力をもっている場合もあれば、昭和 30 年代、40 年代あたりの通達も、いまだに効力持
ってるというような例もあったりするんで、その辺の体系化、通達の体系化というんですかね。そ
れをやってくれれば、まだましなのかな。 

森山：そうですよね。 
井村：その辺の整理整頓もちょっとどこかで、データベース化って、前、なんか（話題として）あっ

たと思いますけど。先日も三柴さんが、通達ないですかという、メーリングリストでやってました



けども、そういうことがまあまああるので、もうちょっと整理してもらいたいっていうのが非常に
大きいかなと思います。 

森山：ありがとうございます。私も大変同感申し上げるんですけども、旧安衛則の通達も有効だった
りしますので、本当に昭和 22 年とか 23 年とかのものがいまだに有効なんですけど、その原文はど
こにもちょっと見つからないというところで、本当に畠中先生レベルでないとお持ちじゃないって
いうのはあると思うんですね。 

そういう取り組みとして、一応、『安衛法便覧』（労働調査会刊行）というのがありますけど
も、ただ、あれも安いものではないですし、（解釈例規の）全部が載っているわけではないので、
われわれも実務で困ることがあるというところです。 

鎌田：先ほどの「遅滞なく」というところとも関係しているんですけど、結論を言うと、この条文解
釈の明文化のところに関して、通達や指針に示された解釈について明文化するというのは、安衛法
が刑罰法規でもあるということも考えると、かなり慎重に考えるべきじゃないかというふうに思っ
ています。 

それで、先ほどの「遅滞なく」のところの、私は結論としては、三柴さんや石崎さんと同じよう
に、通達に書いてあればいいだろうということで、実際、実務では、1 カ月以内というふうに、ほ
ぼ皆さんそういうふうにおっしゃっているので、「遅滞なく」を 1 カ月というふうに捉えているん
ですけども、それを明文で「1 カ月」と書かれると、実はこれ企業の側からいうと、「遅滞なく」
というのは実際難しいよねっていう意見がかなり多く聞くんですよね。いろんな事情がある中で。
それはいろいろ細かい話は別として。 

そう考えると、書くとしても通達レベルで、目安として、行政解釈として示すというのがいいと
思うので、条文化するということになると、まさに 100 条で刑罰対象になってくるから、それは慎
重に考えるべきではないかというのが私の考えです。以上です。 

森山：そうですね、決めてしまうと、非常にケース・バイ・ケースの取り扱いが難しくなります。 
鎌田：罪刑法定主義からいえば、明確になったほうがいいっていうんだけど、明確にしていいかどう

かっていう問題が、現実に可能かどうかということでもあるからね。 
三柴：平成 28 年度の厚労科研の報告書に書いたんですけど、イギリスの考え方も参考にすると、ガ

イドラインというのは違法の判定基準ではなくて合法の判定基準だっていうふうに書いたわけで
す。だから、それを守ってれば、法律守ってると見なされるんだけども、破ったからといって、事
情があれば、即違法になるわけではないということですね。だから、その意味では、体系性さえ明
確であれば、あるいは、前に議論あったように、検索機能が充実していれば、ガイドラインにいろ
いろ書き込むこと自体は、私はいいんじゃないかと思うんです。 

ただ、もし私の理解でいいのであれば、つまりイギリスの考え方を参考にしたほうがいいのであ
れば、そのことをはっきり打ち出すほうがいい。ガイドラインが合法の基準だっていうのは、はっ
きりもう示したほうがいいと思うのと、それから、さっきも議論ありましたけど、検索したらすぐ
引っかかるようにしないといけないんですよね。関連するルールはね。通達含めて関連するルール
は、検索がしやすいようにしないといけないんですよね。 

森山：分かりました。私も大変同感であります。今、三柴先生がまとめてくださったような方向でや
るのがいいのかなと、私のほうでは考えます。何か他にご意見なければ、次のほうに行きたいと思
いますが、いかがでしょうか。 

 
■質問 4（わかりにくさ） 
40 わかりにくさ 
提案文 労働安全衛生法そのもの抜本的な改正（統廃合を含めた大胆な整理）が必要と思われます。長年に亘



る改正によりとにかく判りにくい、読みにくい。行政の人間がそうであるから、一般の事業場の人に
は難解であると思われる。 
（00189 技官（1）） 
複雑になりすぎて、条文の理解が困難となっている。特別有機溶剤等などの規制の単純化。 
（00027 監督官（1）） 
法令の構成が難しすぎます。 
法令順守を求めるであれば、関係者（事業者、安全衛生担当者、労働者）に分かりやすいものではな
いといけないと思います。法令の内容を知らない、理解できないものを順守することは難しいと思い
ます。（00264 元監督官（3）） 
法令に規定した内容は、事業者、労働者ほか関係者が遵守することを求めているのに、法令の条文に
他の条文の参照が多く、理解するのに手間がかかる構成となっている。各条文を見ればその内容が分
かるようにするべきと思料します。（00180 監督官（1）） 
一般の人が調べてわかりやすい法にするため、法の再構築が必要。 
（00174 監督官（1）） 
条文の読み替えに関する規定が多数存在し、法令の解釈に不慣れな者が当該条文の内容を理解するう
えでの大きな障壁となっているものと考えられる。したがって、条文中の文言及び定義の整理や複数
の条文間における規定内容の調整等が必要ではないか。 
（000155 不明（2）） 

結果 一致した結論には至らなかったが、次の意見があった。 
① 国民に分かる法律を作るのが立法者の使命である。ただし何をどう分かりやすくするかの議論が

必要である。「分かりやすさ」の射程としては、例えば研修講師になるような人にとってのわかり
やすさを目指すというのが入ってくるのではないか。 

② 現場の安全衛生担当者レベルで法令条文を読んでもらうことの可能性や必要性はあるのか。むし
ろ、法令とはまた別で分かりやすい講義や分かりやすい解説書（図や写真を多用したもの）があれ
ばよい。 

③ なお、監督指導の現場では、安衛法令の指導上、今の安衛法令の条文の作りがそれほど複雑とは
感じられていない（有機則や特化則の関係など、一部に複雑なものもあるが）。 

森山註 リファクタリング（意味を変えずに文言を整理する。単純な例では「又は」「若しくは」を各号列記
にする等）のか、意味内容も変えるのかという問題があると思われます 

議事録 （2022 年 10 月 15 日） 
森山：リファクタリングという言葉があると思います。「意味を変えずに文言を整理する」というと

ことで、例えば（最も簡単な例では）「又は」「若しくは」でつなげているところを各号列記にす
るとか、そういったリファクタリングがあってもいいのかなと。私はそこまで抜本的に改正する必
要はないと考えてるんですけども、先生方から、ぜひこの件についてもご意見を頂きたいと思いま
すが、いかがでしょうか。 

三柴：まず（先生方に）伺いたいんですけど、考え方として、法令っていうのは、要するに難しくて
いいと、極論。要するに、執行の根拠になれば、司法ないしは法を扱う機関の根拠を提供してさえ
いれば、専門家しか分からないもので良いんだと。実務家、素人に分かるようにするには、別に手
引書とか解説書とか、そういうもので示せればいいので、法令自体は専門家用で構わないっていう
考え方はあると思うし、現実にそうやってできてると思うんですよね。 

それは安衛法に限らず、派遣法を中心として、労働法令ではよくあることで、それでいいのかっ
ていうこと。あるいはそうじゃなくて、法令を素人に近づける、一般に近づける努力が必要だとい
うことなのか、そこはどうお考えか。 



鎌田：それはもう国民に分かる法律を作るっていうのが、まさに立法者の使命ですよ。それ分からな
くて、専門家が分かればいいなんて言った瞬間に、もう終わってるというのが私の考えです。それ
はもう、ただそのことについての疑念は一切ありません。だけど、実際に分かりづらい。例えば、
今、派遣法を挙げられましたけど、安衛法もそうなのかなと思うんだけど、とにかく分かりづらい
と。 

それは分かりづらい理由は、もう要するに継ぎ足し、継ぎ足しで、諏訪先生がよく言うんだけ
ど、要するに旅館の継ぎ足し建築と同じだと。だから、移動するのにどう行ったらいいのか分から
ないというのと同じで、そうなってしまっていると。それを抜本的にきれいにしたいよねっていう
のは必要なんだと思うんだけど、なかなかそれもそうはうまくいかないということだと思うんです
ね。 

だから、安衛法についても、おそらく全部っていうよりは、少しずつ、どっかグループを整理し
た上でやっていくっていう、そういうことなのかな。ただ、改正するに当たっても、何を目的に、
国民目線で何を目的に、仮に分かりやすくするっていうんであれば、何をどう分かりにくいので、
どう分かりやすくするのかっていうことを明確にしてやっていくっていうことが非常に大切だと思
いますね。 

これは、もう民法の、これは三柴さんもよく知ってるから、民法の大改正する時に、とにかく分
かりづらいということが 1 つの改正理由にもなっていたという経緯もありますので、一般論とし
て、私はそういったような考え方で変えていくっていうのが、常に使命だというふうには思ってい
ます。 

三柴：先生、そこにちょっと別の観点からの問題提起なんですけど、もし安衛法を分かりやすくって
いうんだったら、それこそオーストラリアの法律とか、イギリスの法律のように、ラジカルな内容
を書けば、例えば、「安衛法で大事なのはリスク管理なんです。だからリスクアセスメントやって
対応してください。以上。で、ただし、業種によって、多少リスク管理にも性格が違うから、それ
ぞれこういうとこ気を付けてください。以上。で、リスク管理では、経営者が権限と情報を持って
いるから、その人たちには厳罰を科します。以上。で、それから、保護の対象は労働者だけ、労働
者にとどまるわけはないと。事業者のために貢献してくれている人は全部保護の対象です。以
上。」みたいに、こういうラジカルな書き方をすれば、できれば、非常にシンプルな法律になるわ
けですよね。 

オーストラリアはなぜかそれをやっちゃったわけで、ところが、日本の場合は、要は業界調整し
ながら、何とかその案を通そうとすると、もともとはシンプルな体系だったかもしれないけれど
も、要するに工夫に工夫を重ねるうちに、まさに諏訪先生のおっしゃる継ぎ足しになるわけですよ
ね。だから、それって多分、避けられないんじゃないかと思うんですね。一種のもうアートになっ
ているから。 

そこで、要するにシンプルにするためには、関係者が聞き分けが良くないといけないっていうこ
とじゃないかと思うんですけど、どうお感じですか。 

鎌田：それは、だから分かりやすさの中身だと思うんですね。シンプルということと分かりやすさっ
て、私はちょっと違うんじゃないかというふうに。だから、シンプルにすることによって、例え
ば、今、三柴さんが言ったように、イギリス方式とかオーストラリアみたいにしたことが、本当に
事業者にとって分かりやすくなっているかと思うんだけど。お任せしますというのが。おまえたち
考えろっていうのが分かりやすくなっているかという。むしろ、箸の上げ下げまで書かれているほ
うが分かりやすいよねと思う人がいるわけですよ。 

だから、その分かりやすさっていうことの意味で、ある種の共有化しないと、なかなかできない
なというふうに思いました。シンプルということが分かりやすいというのは、必ずしもイコールじ



ゃないです。 
三柴：いつも私もそこで悩むんで、これすごい大事な議論ですよね。 
鎌田：だから、今、シンプルにするかどうかは立法者の責任だと思うんだけど、分かりやすくするっ

ていうのは、まさに学者とか実務家の責任もあって、私なんか派遣法の教科書作る時に、とにかく
もう評判悪かったから、派遣法は分かりづらいっていうんで、スワ先生に、道しるべっていう、一
番最初に、どんな法律ですかっていうことを、まず教科書に書いてもらって、その全体像をまずは
見せると。そして、その他のところに入っていくっていうことをしないと分かりづらいかなという
ふうに思っているので。その辺は、だからある意味では学者の仕事でもあるのかなと思いますね、
分かりやすさっていうかね。 

三柴：鎌田先生の国会での参考人質疑の時の、派遣法の改正の趣旨の説明がものすごい明解だったん
です。ああいうことだと思うんですけどね。安衛法でも、このプロジェクトであれやらなきゃいけ
ないと思ってるのと、そうはいっても、事例いっぱい知ってもらって、関係者に、その相場感とい
うか、皮膚感覚で感じてもらう必要もあるっていうふうに思ってるんですけど。 

そうですね、だから、おっしゃる、そのシンプルと分かりやすさは違うっていうのは、ほんとそ
れ悩みますよね。ものすごい悩みますよね。 

鎌田：そうだね、そこだね。 
森山：監督官からこういう意見が出るのは、多分監督官が法令原文を読んで、そのまま文理解釈でや

るという作業が日常的に多いので、それってちょっとわれわれの行政の特徴だと思うんですね。私
は詳しくないですけど、例えば、公正取引委員会なんかは、専門家がシンプルな条文をいろいろ準
司法的に検討して適用していくという感じなんですけど、われわれ（監督官）は解説書も多少は読
みますけど、安衛法については条文（と文理解釈）と解釈例規だけで監督指導するっていうこと
が、割合として結構多いものですから。労基法はちょっと違いますけど。なので、こういう、法律
そのものを分かりやすくするっていう意見が出るのかなと思います。 

どっちに解釈すればいいのかなって迷う条文は多々あるので、そういうのはもうちょっとリファ
クタリングっていうか、分かりやすくしてほしいなっていうのはありますけど。それ以上の分かり
やすさっていうのは、鎌田先生と三柴先生が議論されたように、確かに人によって考え方が違うか
もしれないので。 

三柴：これ森山さんと、あと内田さん、近藤さんにも聞きたいんですけど、要するに、現場での監督
執行者の感覚として、現場の屁理屈に答えるスキルっていうのは、どういうものなのかっていう聞
き方をしたい。つまり、とにかく法令で分かりやすくっていう意味の 1 つは、狙いの 1 つは、現場
で全くコンプラ意識がない、それを強弁してくる連中に対して押さえ込む時に、明確な根拠を示す
っていうことが多分あると思うんですね。こういうこと書いてあるから従えよって、もう逃げ場は
ねえぞってやるために、分かりやすいルールを必要とするっていうのが、多分あると思うんですけ
ど。 

実際問題、そういう人たちって、いくら細かいルールを示したところで、次から次へといたちご
っこみたいに逃げ場探してきて逃げ回るだけで、結局、趣旨から外れてるわけだから、どっかでは
引っかかるし、そこで勝負してもしょうがねえんじゃねえかって思うことが、実際、法律実務を一
時期経験してても思ったことなんですよ。 

だから、これって法学者らしくない考えっていうか、もともと僕、そういうタイプじゃないけ
ど、屁理屈で言い争うことにどれだけ意味を感じてるんですかね、監督指導の前線では。 

森山：私は方向性としては、安衛法って結構難しくないと思う、そこまでは困難さ感じていません
で、つまり、こういう危険があるので、こういう対策をしてくださいっていうことであれば、かな
り納得は得られるのかなということは感じてますけど。ちょっとあまりにもざくっとしたお答えで



申し訳ないんですけど。すいません、他の、近藤さんなんかはいかがですか。 
近藤：そうですね。法律守らない事業者は、多分、分かりやすくしても守らないだろうなというの

を、それこそ賃金支払えっていうめちゃめちゃ分かりやすい法律なんかも全然守らないやつはいま
すので。それは分かりにくいから守ってないっていう、それは多分、分かりにくいからじゃなくて
知らないだけかなという気はしますけど。分からない、知ろうとしているけど分からないんだった
ら、教えてあげるのは監督官の役目じゃないかなという気もしてはいるので。だから、そこで、そ
れこそ法令以外のガイドラインなりが役に立つような気はしますけれども。 

柳川：ただ、非常に失礼な言い方になりますけど、一般の国民の方が条文読むって、あんまりないん
じゃないんですかね。参考書があれば十分だと思いますけど。実はほとんど全ての技能講習で、
何々に関する法令という科目が 1 時間とか 30 分とかあるんですね。よく講師の方に言うんですけ
ど、とにかく受講者に条文読ませるな、条文見せるな。そんなものは専門家が見るために書いてあ
るんだから、法律ってのは一般の人のために書いてあるんじゃないんだから。何をやらなければい
けないのか、何しちゃいけないのかって、そこのとこだけ説明すりゃいいんだってことを口酸っぱ
くして言うんですよ。条文教えるなと。 

森山：そうですよね。現場の管理者というのは、いわゆる、三柴先生がおっしゃるように、職人的な
方々なので、あんまり文字を読むとかっていうことをそんなにしない。技術文書（や図面）は読ま
れるかもしれないんですけども、なんかあんまりこういう法律条文読んでもなっていうのは、本人
たちは相当それは感じると思うんですよね。なので、私も、柳川先生の意見も大変実感として同意
するとこありますけども。 

柳川：中災防さんが、最近、法令のテキストを作ってくれなくなったんですよね。あれを作っていた
だくほうがいいんじゃないかという気がしてます、正直申し上げて。 

森山：ありがとうございます。例えば、どういった、例としてはどういったものをおっしゃっている
んでしょうか、それは。 

柳川：要は、ちょっとこれあまり申し上げにくいんですけど、昔は役人が監修をして本を作ってたん
ですね。それが最近できにくくなったこともあり。あんまりいいことではないんですけれども、昔
は役所が結構、中災防さんの本を買ったんですよ。なので、一般の人があんまり買ってくれなくて
も、本を作って十分ペイしたんですけど、最近それがないもんですから、一般の人があんまり買っ
てくれないから、ペイしないもんだから、作らなくなっちゃったんですね。昔は結構、分かりやす
い本があったんですけど。 

森山：なんか国のほうで、データベースとか、そういった解説みたいなのをばーっと出すみたいなの
っていうのは、あんまり予算的には難しいんでしょうか。例えば、鉱山保安法なんかは、恐らく本
を作っても売れないのか分からないですけど、コンメンタールが全部経産省のウェブサイトに載っ
てますけども、厚生労働省にはそういう余裕はないんでしょうか。 

柳川：国会で野党に質問を受ければ、さまざまな分かりやすい解説書をホームページに載せておりま
すし、これからも載せるべく努力してまいりますと、多分役人は答えるでしょうね。やってるつも
りだと思いますよ。 

森山：分かりました。承知しました。 
三柴：じゃあ、森山さん、その議事録のまとめ方ですけど、だから、鎌田先生のご意見と、それから

柳川さんのご意見等を書いて、「そうはいっても、実際、教育の現場では、対実務家では、なかな
か法令を正しく、そのまま法令を理解してもらうのは難しい」という指摘があったことを書いて下
さい。それに関係して、現在、行政官が直接法の趣旨をテキストを通じて語ることが難しくなって
いる事情もあるということも、ちょっと書き足していただいた上で、監督指導の現場では、安衛法
の指導上、今の安衛法の作りがさほど問題だということは感じていないっていう、そういう意見も



あったので、それも書き足していただいて。 
で、結論はちょっと出てないんですけど、ここの問題については、本質的に難しい障害があるか

ら。だから、こういう意見があったということでとどめて、次に行ったらどうでしょう。 
森山：ありがとうございます。承知しました。もし他にご意見なければ、次に行きたいと思います

が、よろしいでしょうか。 
（以下同日終会時コメント） 
玉泉：分かりやすさでいえば、鎌田先生のおっしゃったように、できるだけ分かりやすい、明確にで

きるところは明確にしたほうがいいかなと。安衛則 97 条とかの、例えば「遅滞なく」とかです
ね。でも、ファジーな部分でやむを得ないところは、そのままにしておいて、1 カ月とか 2 カ月と
か、切りを決められるものは、できるだけ明確にしたほうが、個人的にはいいと思います。 

民法改正の時に、東大の内田貴先生が本を書いておられましたけれども、民法が 1055 か条で、
フランスは 2600 か条とか以上あるから、もうちょっと増やしたいという。国民が見て、誰が見て
も分かりやすい民法にしたいということで、東大辞められて、法務省に入られたというふうに聞き
ましたが、結果、思いどおりにいかなかったというふうにおっしゃっておりますけれども。 

できるだけ国民にとって、事業者にとっても分かりやすいものにしたほうが、分かる、分かりや
すく書ける部分についてはね、明確に書いたほうがいいというふうに個人的には思っています。や
むを得ない分は仕方がないというふうに思いました。以上です。 

原：主要な論点は、もう各先生方が大変詳細に論じてくださっているので、私は本当に感想程度なん
ですが、先ほど柳川先生がおっしゃっていた、法律の条文をわざわざ読ませる必要があるのかどう
かということ。これ実は、学生相手の講義なんかで、労働法の条文をどこまで生の原文を理解させ
る必要があるのかなと、私、いろいろ考えさせられながら、ずっとそればっかり考えておりまし
て、安全衛生だけじゃなくて、労働法全般に言えることですね。 

相手によっては、条文よりも図式とか、あるいは絵を見せたほうが分かりやすく、現場のニュア
ンスが通じる場合も多々あるわけでございまして、実は昨日の都庁の労働相談でも、ちょっとそん
なことを考えた経験がありましたので、そのことをずっと考えておりました。 

そういう意味で、三柴先生がいつもおっしゃる、図を多用せよと。現場のイメージが伝わるよう
にと。本プロジェクトの根っこの部分とも相通ずる問題で、今後ちょっと安全衛生のみならず労働
法全般について、私なりに追求していく課題かなと思った次第でございます。ちょっと全くずれた
お話ですけど、以上のとおりです。 

淀川：すいません、淀川ですけれども、本日はありがとうございました。ごめんなさい、表面的な話
しかできませんが、分かりやすさの点について思ったことを述べさせていただきます。やはり他の
会社法とかいろいろ見ておっても、比べて安衛法は本当に読みにくい、難しいなというのは、ちょ
っと日頃思っているところでありまして、その中で、どのような形で皆さまにご理解いただくかと
なると、やはりポイントを絞って、肝はこの 3 つだみたいな形で、もう既になされているとこでは
あるんですけれども、そういった形で、なんか 100 個全てを押さえるんじゃなくて、肝の部分をま
ずはしっかり押さえていただくみたいなところから始めていくのが大事なのかなと思いました。 

また、私自身、法律をしっかり読む場面って、どんな時なのかなとイメージしたところ、やっぱ
り講師を務めるとか、誰かに発表するとか、そういった時に本当に法律を集中して読んでるなとい
うことがあったりしまして、なので、事業者のいざ読んでいただきたい方に、発表の機会なのか、
社内の勉強会の講師をやってもらうのか、よく分からないですけれども、何かそういったきっかけ
づくりを作って、促していくことも 1 つあり得るのかななんてちょっと思った次第です。思い付き
ではありますけれども、以上です。 

井村：今日の話を聞いて、今やっている報告書のところで、分かりやすさの話なんですけども、ちょ



うど登録性能機関に関する、安衛法 53 条の 3 の規定の読み替えの規定をずっと眺めていたので、
本当に、分かりづらくはないけど読みづらい規定というのが本当に多くて、読み替え規定を見たり
するのが非常に面倒くさいっていうのが、やっぱりちょっと何とかしてもらいたいなというふうに
は思いました。 

あとは、やっぱり分かりやすさのところでいうと、参照条文が多いというのと、その参照条文が
何を指しているのかがよく分からないので、これは何の規定を準用しようとしているのかも見づら
いとか、そういう非常に細かな部分で。分かりづらいということはないんですけど、とにかく読み
づらいっていうところを何とかしてもらえたらなというふうなことを今日は思いました。以上で
す。 

佐々木：先生方が先ほど来、多くの先生がコメントされていますけども、私も分かりやすさというと
ころを考えたところでありまして、特に私は報告書で担当しているのが 22 条とか 23 条の特別衛生
規則がかなり関わってくるところでありまして、ただ、それって、確かに読みづらくって、例えば
特化則と有機則のように、どっちがどっちで適用されるんだ、何にどれが適用されるんだとか、重
畳的に適用されるのかとかあるので、非常に分かりづらいなとか、そういうことは感じているとこ
なんですが。 

ただ、一個一個の規則も、報告書の中で調べて書いているんですけども、例えば、こういうこと
があったから、こういう事故があったから、こういう条文を足しましたとか、これだと新しくこう
いうものができたから、対応できなくなったから足しましたっていうような形で、かなり充実して
事細かに複雑で読みづらいとか分かりづらいというのはそのとおりなんですけど、その状況状況に
応じて細かく緻密にという形になっていて、それはそれでかえって労災を防ぐということにつなが
ってるのかなって思うところもあって。 

簡単にして、読みやすくして、分かりやすくするっていうのは非常に重要だと思うんですけど、
ただ、今まで緻密に作り上げてきて、労災の防止に寄与しているものっていうのを、どうやって両
立していくのかっていうのが、一番考えなきゃいけないところかなと思って、報告書でもいろいろ
考えていたとこなんですけど。 

結局分かりやすさと充実して細かくしていくというのは、どう考えても反対の動きなんで、どこ
でバランス取るのかなっていうのが、私もずっと考えていたことで、今日の議論を聞いてても、な
かなか難しい問題だなということを再確認したという程度のことで、それぐらいのことしか、ちょ
っと自分は今、お話しできないんですけど、今後もそういった分かりやすさの点、特に規則間の分
かりやすさのところっていうのはもう少し考えてみたいなと思います。私からは以上です。 

石崎：今まで先生方のお話伺っていて、分かりにくさの議論に関しては、幾つかやっぱり分かりにく
さの種類があるのかなという気がしていて、最初のほうに出てた、要するに、漠として、「常時
性」だとか「遅滞なく」とか、指してるものが広くていろいろ解釈し得るよねという趣旨の分かり
にくさと、あと、今、佐々木先生おっしゃられたように、いろんな規則間の関わり合いとか、体系
上の分かりにくさの話と、あとは、そもそも条文作りで、井村先生とかがおっしゃられたように、
こことここを引用するかなとか、法律条文作る時のお作法みたいなことから来る分かりにくさと、
いろいろ種類があるのかなというふうに思いました。 

一般国民にとって分かりやすくする上で、直せるところ直していくっていうこと自体には反対は
しないんですけれども、ただ、やっぱり他方で、分かりやすくしようとするために、正確性が犠牲
になるとかいうことではやっぱりいけないようにも思うので、そういう意味で、どうしても残る分
かりにくさの部分については、これももう既にご意見出てるとこですけど、やはり情報提供とか、
教育とか、そういった部分で補っていくほかないのかなという気はしています。 

 



41 形式的な法令遵守 
提案文 事業者らの目的が、労働者の安全と健康の確保よりも、本法に違反しないことが目的となってしまう

ほど複雑かつ膨大である。（00054 監督官（1）） 
結果 提案自体をそのまま採り上げるという結論には至らず。 

安衛法が複雑であるため簡素化すべきという主張については、40 参照。 
実質を伴わない形式的な法令遵守の問題は確かに存在する。そのため、安衛法の冒頭に訓示的規定

を置いてはどうかという意見もある。 
議事録 （2021 年 6 月 19 日） 

三柴 かなり一般論的ですが、法改正提案としては、法を簡素にしてくれという要望かと思います。
これについて、ご意見ほか異論・反論などございましたらお願いします。 

また、抽象的すぎて何とも言いようがないかもしれませんが、平成 28 年度までの本プロジェク
トの前身となるプロジェクトにおいて、某先生から今の安衛法の上に安全衛生基本要綱のようなも
のをつくり、本法では書けない理念的な事柄、たとえば危険を創出する者に管理責任を負わせると
いった内容を安全衛生憲法のように定めてもいいのではないかという意見がありました。現行安衛
法の第 3 条のような内容を充実させた安全衛生要綱のようなものをつくってもいいのではないかと
いうことです。たとえばこの改正提案をそういう趣旨だと受け止めた場合、そういう手法に賛成か
どうかご意見いただけますか。要するに訓示規定の集まりのようなものをつくるということです。
それによって安衛法が何を目指しているのか、その趣旨を素人にも分かりやすくすべきであるとい
う提案が以前ありました。 

畠中先生からは、たとえば安衛法第 21 条以下あたりに、基本的に講ずべき措置等が明確に規定
されているがゆえに、現行の安衛法は下手にいじらない方がいいとのお考えもうかがったと思いま
すが、森山先生はいかがでしょうか。 

森山 私が複雑だと感じるのは、法律、政令、省令のほかガイドライン等に散らばっているという点
なので、それらを分かりやすくホームページなどにまとめて書けば、このような複雑さは解消され
るのではないかと思っています。私としては、危険源ごとに、たとえば「プレス」と検索すればプ
レスに関する法規制の内容が（一覧的に）分かるような仕組みにしてくれれば、我々としても指導
しやすく、事業者側も分かりやすくなるのではないかと思います。そのような仕組みは現在ほとん
どありません。職場の安全サイトで検索すれば災害事例などはヒットしますが、法令や規制内容に
関してはどう検索すればいいのか、素人にとっては分かりにくい状況です。たとえばプレスが動力
機械に含まれるといった、危険源を（大分類→中分類→小分類といったように）どう分類してどう
探せばいいのかが難しいところなので。（まずは事業場の安全衛生従事者にはそうやって）必要な
情報にすぐたどり着けるような知識さえあればいいのかなと思います。 

三柴 そうすると、現行の安衛法第 28 条の 2 とこれに基づく指針から、ルール自体を変えるのでは
なく検索を可能にするような体系づけをするというイメージでしょうか。 

森山 そうですね。そのようなポータルサイトのようなものがあれば効率的だと思います。化学物質
関連の規制が分かればコンプライアンスにも資すると思いますし、分かりやすくなると思います。 

三柴 今の安全衛生サイトでも、法令や政省令の検索システムは付いているのでしょうか。 
森山 あります。しかし、（危険源毎の検索というのはないので）例えば「プレス」で検索したとし

てもプレスに関する規制が全て網羅的かつ体系的に出てくるわけではないので、プレス関係の法規
制を全て探してまとめるような作業は行政の技官や監督官でないとできません。逆にそれだけで十
分仕事にになってしまっている面もありますので、一般の方向けに、検索すればすぐに（欲しい情
報が）見つかるような手段（サービス）があればいいかなと思います。 

三柴 たとえば化学物質であれば、化学物質そのものを検索用語として検索すれば、それに関連する



法令やガイドラインがすぐにヒットするようなイメージでしょうか。 
森山 まさに SDS のような感じですね。 
三柴 SDS には関係法令の記載が義務づけられていたでしょうか。 
森山 はい。ただ、実際には記載漏れがあることがしばしばです。SDS はパッと見た感じではなかな

かよくできているのですが、よく読んでみると出来栄えとしては疑問を感じるものが多いです。 
三柴 ありがとうございます。他の先生方から何かご意見等ございませんでしょうか。 
原 素朴な疑問ですが、この提案者の方は、事業者のどのような言動からこのような所感を抱くに至

ったのでしょうか。もしかすると、安衛法に違反しないことに神経を使うあまり、かえって労働者
の安全や健康がないがしろになってしまうような本末転倒ともいえる適用のあり方が見受けられる
のかもしれない、などといったことを想像したのですが、そのような可能性が現行の安衛法に潜在
するのであれば、本プロジェクトで議論してもいいのではないかと思う次第です。 

三柴 実はアンケート結果の後ろの方に、技官の方の熱い思いを込めた文章があります。そこには、
極論すれば安全衛生は法令よりもリスクの方が重要であり、それが分かる行政官を充てないとどう
にもならないとのことです。ここは誤解だと思いますが、本プロジェクトで事務系・文系の人に安
衛法を分かるようにしようなどとんでもないことだ、とのことです。そのようなご意見もありまし
た。森山先生、そういう意見も念頭に置きながらいかがでしょうか。 

森山 やはりリスクは技術的ではなく法的に扱いすぎると、リスク管理としてはどうかなと思うとこ
ろがあります。安全衛生の問題で監督に向かうと、なぜか社労士の先生が対応してくることがあり
ます。多くの社労士は、諸問題に対して法的に対応する傾向にありますから、本来的な意味でのリ
スク低減を達成するための方向付けができず、「形式的に違反にならないからいいでしょ」といっ
た形で終わることもあります。この提案者の方は、そのような状況を念頭に置かれていたのかもし
れません。 

三柴 安衛法の魂が伝わるように、再発防止であれば過去にどういう労働災害が発生したがゆえにそ
のような規定が設けられたのかが伝わるようにしてほしい、という意図かもしれないということで
しょうか。 

森山 その辺りは我々がきちんと説明（指導）しなければならないと思います。 
三柴 要するに、みんなに畠中先生の著書を読ませればいいといったところでしょうか。もっとも、

リスクコミュニケーションを適切に行い、現場をを踏まえてどこが危険だからどのようにすべき
で、そうしないとどのような目に遭うかといったこと、あるいは単に脅かすだけではなく、それが
経営にどのように影響するかといったことも含めて、人が絡んで伝えていくことが重要であるとい
う趣旨も含むのでしょう。ですから、この提案については賛否を問うよりも、こういう意見があっ
たということにとどめておくということにしたいと思います。 

 
42 特化則等の単純化・平易化 
提 案 文
① 

特化側の条文をわかりやすく読めるように全面的な見直し整理。 
＊有機則との関係、エチルベンゼンの規制などが複雑。第 2 条の 2 などは複雑さがはんぱない。特殊
健診が分散（39 条の他にもいろいろ）。パンフレットもない。パンフレットをつくる場合、「その他
は監督署にきけ」ではなく、もう少し詳しく書くべき。検索機能設置でも運用は改善するだろう。
（00163 監督官（2）） 

② 省令規制について、発がん性を有する物質は特化則、中毒を生じる物質は有機則、じん肺を生じる物
質は粉じん則と、特性に応じて個別の省令を適用してきたが、近年では、発がん性を有する有機溶剤
を特化則で規制し、アーク溶接ヒュームを特化則で規制するなど、省令をまたいだ重複（したりしな
かったり）する複雑な非常にわかりにくい規則になっている。行政官も理解に苦しんでいるが、法令



を守る対象である事業者が理解できないレベルになっており、とても大きな問題になっている。
（00161 技官（1）） 

③ 特定化学物質障害防止規則、有機溶剤中毒予防規則、粉じん障害防止規則等の現在単独で規定される
各有害物質に関する省令を一本化すること。特定化学物質障害防止規則に規定される特別有機溶剤に
ついては、特定化学物質障害防止規則の適用のみならず、準用規定により有機溶剤中毒予防規則によ
る適用も受ける。また、令和 3 年 4 月からは、アーク溶接等作業については、従来の粉じん障害防止
規則の適用のみならず、特定化学物質障害防止規則の適用も受けることとなる。有害物質に関する知
見が深まるにつれて、複数の省令が適用される事案が増えているが、これにより法令の適用関係が複
雑化している。法令の適用関係が複雑になると事業場による法令遵守を困難にするため、法令の適用
関係の単純化を図る必要があると思料する。 
（00181 監督官（2）） 

④ 省令規制について、発がん性を有する物質は特化則、中毒を生じる物質は有機則、じん肺を生じる物
質は粉じん則と、特性に応じて個別の省令を適用してきたが、近年では、発がん性を有する有機溶剤
を特化則で規制し、アーク溶接ヒュームを特化則で規制するなど、省令をまたいだ重複（したりしな
かったり）する複雑な非常にわかりにくい規則になっている。行政官も理解に苦しんでいるが、法令
を守る対象である事業者が理解できないレベルになっており、とても大きな問題になっている。
（00161 技官（1）） 

⑤ 有害物に係る省令（有機溶剤、特定化学物質、鉛、四鉛など）の統廃合 
現行は規則が多い割にその対応は似たようなもの（密閉、局排、全換、保護具など）となっている。
内容を見直し、化学物質等障害防止規則などに一本化すればよいと思う。 
（00189 技官（3）） 

⑥ 規制される化学物質が増えるたびに改正されている有機溶剤中毒予防規則及び特定化学物質障害予防
規則の構成が複雑になってきているように思います。罰則もあるため、規制を受ける側である事業者
の目線に立った整理を行う必要があると思います。（00063 監督官（1）） 

⑦ 化学物質等について、規制する法令が煩雑になりすぎていると思われる。そのため、一度違反を指摘
した事業者に犯罪である旨説明するも、その重要性に説得力が無く、結果、繰り返し違反となるため
に、捜査着手する事案もある。（00040 監督官（2）） 

⑧ 有機溶剤中毒予防規則と特定化学物質障害予防規則については、規則制定の趣旨が異なることは十分
理解するところであるが、同じ化学物質の規制とするものであり、大きく見直す必要があるものと考
えられる。 
（00184 技官（1）） 

結果 ①賛成 
②提案文を次のように修正して賛成：一般原則は安衛則に規定し、化学物質規則は特化則に収斂して

いく方法がある。また、ハザードというよりも作業で分類する方法もあるのでは。重要なのは検索
の容易化（情報へのアクセシビリティ）ではないか。検索項目は、「ハザード」と「作業」が鍵で
はないか。それに基づく監督指導の手引き書の作成も良いのでは。英米は物質から規制を検索でき
る。イギリスは鉛関係から始まっており、特にそれに関する規制が発達し、検索もし易い。ドイツ
は、GeffstoffVO があり、石綿等を取り扱っているが、綿密さにおいては日本が上。綿密な規制は
BG やラントが行っている（藤森、唐澤）。 

③～⑧については、個々の提案文としては未検討。 
議事録 
① 

（2021 年 6 月 19 日） 
森山 特化則は現場的にはあまりにも複雑で、たとえばエチルベンゼンの規制のあり方を確認するの

に時間がかかってしまうので、運用する側の不満を指摘しているのかもしれません。分かりやすい



パンフレットもなく、説明も難しいです。適用ミスも増えるかもしれません。特化則第 2 条の 2 第
1 号などは特に複雑です。また、健康診断が特化則第 39 条等に分散していまして、見やすいように
整理が必要かもしれません。 

三柴 パンフレットなどがあれば状況はもう少しマシになりますか。 
森山 そうなのですが、いまあるパンフレットではしばしば説明文の最後が「・・・等」で締めら

れ、「あとは監督署にお問い合わせください」という（不親切な）形になるので、パンフレットで
一応全て完結するようにした方がいいと思います。ウェブ上の検索機能なども有用ではないかと思
います。 

三柴 そうすると、この意見には現場的には賛成ということですね。まとめると、有機則との関係や
エチルベンゼンの規制そのものが非常に複雑であり、特化則第 2 条の 2 などは特に複雑である、ま
た特殊健診の規定が第 39 条ほか様々な規定に分散している、パンフレットもない、仮にパンフレ
ットを作るのであれば「その他は監督署にお問い合わせください」ではなく、より詳細に書くべき
である、検索機能の設置によっても運用は改善されるであろう、といったことだと思います。ご賛
同いただける方は Zoom でのリアクションをお願いいたします・・・概ねご賛同いただけたような
ので、検討対象としたいと思います。 

議事録 
② 

（2021 年 6 月 19 日） 
三柴 以上のように、特別衛生規則の再編に関する提案です。本プロジェクトでも藤森先生にその方

向性を探っていただいているところです。これについて藤森先生からコメントをいただきたいので
すが、その前に浅田先生から放射線物質の測定方法についてのコメントをいただきました。これは
以前に ML でやり取りされた内容について捕捉をしていただいたものと理解しています。要する
に、作業環境測定自体これまでは情報、技術、コストといった面で制約があった中で、災防に効果
的な方法をバランスよく探ってきたという経緯がありますが、どうしても不十分な点が出てしまい
ます。また、ハザードないし危険源に応じて規制の方法を綿密に変えると、それはそれで制度が複
雑になり過ぎてしまいます。結果、遵守することが不可能になるという問題もあります。専門家ほ
ど細かく仕分けしようと試みますが、現場からすると“わけがわからない”状態になりがちです。放
射性物質については特有の性格がありますから、今仰ったように管理濃度的なものを考えるにあた
っても、他の危険有害物質とは別次元で考えなければなりません。測定する時間の長さや管理すべ
き濃度といった点について、より適切に厳格にしなければならない面があります。そのため厚労省
の化学物質対策や電離放射線対策のみではなく、他の省庁の規制との関係も念頭において策定され
てきた、というお話だったと思います。では藤森先生、省令規制の統合について一言お願いしま
す。 

藤森 三柴先生が仰ったように私に与えられた課題の 1 つで、各衛生規則の統合の可能性はないの
か、いろいろと検討しているところです。以前も中間報告で申し上げましたが、各特別規則を全体
的・横断的に捉える作業には魅力があり、一般受けする面は確かにあると思いますし、分かりやす
くもなるでしょう。そういうことで私は 4 つの選択肢を検討してみたのですが、1 つは安衛則に集
約する方法が考えられます。第 3 編の衛生基準には基本的、伝統的な条文が多いので、そのような
労働衛生の一般条項を活かした仕組みを念頭に、衛生規則を一本化するのも 1 つの方策かと思いま
す。 

2 つ目は、提案にもありますように、発がん性を有する物質を特化則で、中毒を生じる物質は有
機則で、じん肺を生じる物質は粉じん則といったように、非常に分かりにくい仕組みになっていま
す。有害物質に対する措置について一括りにできればいいのですが、なかなかその実現は難しく、
現行のような形にならざるを得ない面があります。特別有機溶剤等は元来有機則の範疇だったとこ
ろ、医学的知見によって特化則に含められたという経緯があります。基本的には発がん性を有する



ものは特化則に括られているという経緯があり、各規則において規制対象とされている各物質を特
化則の中で分類・列挙する方法もあろうかと思われます。 

3 つ目は、業務や作業による分類です。たとえばアーク溶接に関連するものであれば、粉じん、
アーク溶接ヒューム、有害光線、火傷、爆発、火災などがこれに含まれます。プレスであれば安全
面のほかに騒音、振動あるいは重量物の問題が関連してきます。こういった業務・作業による分類
によってアプローチすれば、現場で分かりやすくなるので、選択肢の 1 つとしてあり得るのではな
いかと思います。 

４つ目は作業関連疾患、すなわち頸肩腕症候群やストレス関連疾患、脳心臓疾患あるいは糖尿病
などといった疾病を生じさせる業務ごとに分類し、作業関連疾患の観点からまとめることも可能で
はないかということです。 

特別規則を全体的・横断的に捉えて統合の可能性を探る作業は非常に魅力的で受け手にとっても
分かりやすいと思います。検討に際しては唐澤先生や畠中先生にご意見をうかがいましたが、先生
方は必ずしも単一的、総合的、網羅的な規制を目指すことによって制度改善するよりも、アプロー
チ面が重要であるとのことでした。つまり、分野別・規制対象別の規制内容が容易に検索できるよ
うな工夫を検討してみたらいいのではないかというご示唆をいただきました。特化則にまとめる、
あるいは安衛則第 3 編にまとめるということも可能なのかもしれませんが、やはり先生方がご指摘
のように規制内容が容易に検索できるような仕組みを検討すべきと考えています。 

三柴 ありがとうございます。要点として重要なのは情報へのアクセシビリティではないかというこ
とですね。その際に検索のキーワードとなる要素としては、先ほどの別の提案についての森山先生
とのやり取りにあったように、ハザード（危険源）という切り口があるとのことでしたが、それ以
外に作業という切り口が出てきました。それ以外に切り口として考えられるものはあるでしょう
か。 

藤森 衛生関係ではその 2 つになります。 
三柴 考えるとすればこの 2 つですね。この提案については、そのままでは受け入れにくいものの、

藤森先生のご指摘通り、ハザードや作業を検索キーワードとした検索をやりやすくするという方向
性での対策が有効ではないかということです。こうした方向性にご賛同いただける方は Zoom の
OK ボタンをお願いします。 

藤森 一点よろしいでしょうか。先ほどの私の発言にミスリードがあるといけないので、唐澤先生か
ら一言ご教示いただければと思います。 

唐澤 藤森先生からご相談を受けたこともありまして、アメリカ、イギリス、ドイツの現状を調査し
て資料をお送りしたことがありました。先ほど藤森先生が仰ったとおり、現在の特化則や有機則を
分かりやすいように改正する作業は必要なことなので、進めていただければと思います。ただ、そ
のためには時間もかかるでしょうし、藤森先生ご指摘の通り化学物質関連の規則をすぐに検索でき
るような工夫がなされた方が、迅速に対応できるものと思います。たとえば厚生労働省には化学物
質を所管する部署がありますが、化学物質関係の特別規則の検索方法について、監督官や技官の助
けになるような指導監督ガイドブックのようなものを行政が準備するのも一つの対策かもしれませ
ん。その場合の化学物質のキーワードとしては、いわゆる「CAS ナンバー」（CAS 登録番号、CAS 
registry number）がありますので、化学物質の後に CAS ナンバーを必ず付けて監督指導の手引書
を作っていただければ大変分かりやすくなるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

浅田 唐澤先生におうかがいしたいのですが、化学物質についてはどの国でもそれなりの規制が行わ
れていると思うのですが、諸外国の規制の中で分かりやすいやり方をとっている例はないのでしょ
うか。 

唐澤 比較的分かりやすいのはアメリカとイギリスだと思います。アメリカは物質ごとに規則が作ら



れていますので、クリック一つで分かるようになっています。イギリスは大ざっぱに言って、歴史
的に鉛関係規則が先行して制定・施行されたものですから、鉛関係の規則が別個に定められ、それ
以外の健康被害に関する規則は一本化されています。ドイツは、危険有害物からの保護規則という
連邦政府制定の規則があり、健康障害だけでなく石綿、爆発火災といったものも含めて対応してい
ます。ただ、ドイツの規則はかなり大ざっぱなもので、きめ細かさからいえば日本の方が優れてい
ます。私はドイツに 2 回ほど出張して連邦政府の関係者らと話し合ったことがありますが、ドイツ
は連邦国家なので連邦政府が決定できるのは大枠のみで、詳細はラント（州）や労災保険事務組合
が対応します。なので、連邦の規則にはあまり詳しい内容は定められていない、という説明を受け
たことがあります。 

浅田 ありがとうございます。大変参考になりました。 
三柴 この点について、畠中先生から何かコメントいただけないでしょうか。 
畠中 特段ございません。藤森先生、唐澤先生のご意見は傾聴に値するのではないかと思いながら聴

いておりました。 
 
43 政省令までで規制内容を完結させる 
提案文 違法性の有無の判断をするために告示や通達まで見なければ判断できず、わかりづらい。せめて政省

令まで見れば違法かどうか判断できるよう明快なものにすべき。 
（00121 監督官（1）） 

結果 政省令に全て書くことは不可能なので、各条項や危険源等により規制内容や解釈等が検索できるデ
ータベースを作成し、公開する。この場合、構造規格の適用除外認定がなされた機械等の型式につい
ても公開すべきである。 
（39，42 とも共通） 

森山註 ボイラー及び圧力容器構造規格、クレーン構造規格など、日本産業規格（JIS）を引用しているも
のもある。また、「その他厚生労働大臣が定める者」「その他厚生労働省労働基準局長が定める者」
というのがあるが、実際に定めがあるのかないのか不明なものが多い。 

さらに、研削盤等構造規格などには厚生労働省労働基準局長による適用除外制度があるが、適用除
外となったものを検索するシステムがないので個別に本省に照会しなければ判断できない。研削盤等
構造規格には個別検定・型式検定制度もないので規制できているのかどうかさえ不明と言えるかも知
れない。 

法令を改正せず告示・通達を法令や解釈体系に組み込むとしても、運転教本のように情報をわかり
やすく再構成することはできると思われる（ウェブサイトで公表）。図書館情報学の考え方が必要。 

議事録 （2022 年 10 月 15 日） 
森山 で、44 番、政省令までで規制内容を完結させるという意見もありましたけども、ちょっとこれ

は、もう先ほどの議論で尽くされているのかなと思います。ただ、ちょっと先ほどの議論の補足み
たいなことなんですけども、法令条文で、「その他厚生労働大臣が定める者」ですとか「その他厚
生労働省労働基準局長が定める者」というのがございまして、実際にこの定めがあるのかないのか
というのがちょっと分からないことが多々ありましたので、ちょっとわれわれも正直判断つかない
時がありますので、こういうのも情報のデータベース化というところだと思います。 

それから、例えば、構造規格の適用除外も、ある型式のものが一度適用除外されたら、それ以
後、同じ型式のものも適用除外されるんですけども、これもちょっと、われわれとしてはデータベ
ースで持ってますけど、一般に公開されてないので、ちょっと困難さがあるというのはありまし
た。 

 



■質問 4（罰則その他の制裁） 
 
44 厳罰化 
提案文 罰則が諸外国と比べて全般的に軽いため、より重い罰則内容とすべきである。（00141 技官（1）） 

罰則の強化 
労働安全衛生法違反は、人の生命に関わるケースも多い、現状として、同法第 119 条または 120 条に
よる罰則の適用をされるケースが多く、同条では徴役またが罰金が予定されているものの、実際は数
十万円の罰金の適用が主であり、同法違反による法益侵害の程度に対して適用される罰則の程度が軽
度である印象がある。（00147 監督官（1）） 
罰則が諸外国と比べて全般的に軽いため、より重い罰則内容とすべきである。 
（00141 監督官 1（1）） 
法の厳罰化。 
（00055 監督官（3）） 
労災かくし事案の厳罰化、罰則の強化。（第 23 号未提出等の事案を除き、悪質性の高いもの）
（00167 監督官（3）） 

結果 賛成。ただし、責任を経営役員等に持たせるべき等の各種検討事項あり（議事録参照）。 
森山註 主要な現行の罰則 

第 116 条 3 年以下の懲役又は 300 万円以
下の罰金 

製造禁止物質の製造等 

第 117 条 1 年以下の懲役又は 100 万円以
下の罰金 

特定機械等の無許可製造、個別検定・型式検定不受
検等 

第 119 条 6 か月以下の懲役又は 50 万円以
下の罰金 

作業主任者不選任、事業者の危害防止基準違反、構
造規格違反機械等譲渡等、無資格運転をさせる罪、
使用停止等命令違反等 

第 120 条 50 万円以下の罰金 安全衛生管理組織未選任、労働者の危害防止基準違
反、労災隠し等 

 

議事録 （2022 年 10 月 15 日） 
森山 罰則が諸外国と比べて全体的に軽いため、より重い罰則内容とすべきであるというのが、数人

の方から提案されています。 
大体、死亡災害でも 20 万円ですとか 30 万円の罰金になることが結構多いのかなという感覚でお

りますけども、註に主要な現行の罰則を、リストアップさせていただきました。一番重いのは、製
造禁止物質の製造ですね。これ以上のものとしては、註に載せていませんが、例えば登録機関の贈
収賄というのが最も罰則が重くて、7 年以下の懲役ですとか、5 年以下の懲役になってますけど
も、一般的な労災予防に関する直接的な実態規定としては、製造禁止物質の製造というのが一番重
いということ。 

それから、特定機械等の無許可製造ですとか、そういったものが 1 年以下の懲役。 
最も多いのが第 119 条の罰則で、6 カ月以下の懲役または 50 万円以下の罰金ということで、大半

の労働災害に係るような直接違反としては、こういうレベルの罰則になっております。これについ
てご意見ある先生方はいらっしゃいますか。 

三柴：処罰のレベルが軽すぎるっていうのは、それはそのとおりですね。北岡先生の報告書にも書い
ていただいてましたけど、イギリスなんかだったら、バルフォア事件とかで、うろ覚えですけど、
なんか 100 億円以上の罰金が科されたとか、それから、現に権限を持ってる上位管理者、運営者が
適切な安全衛生措置を怠って、重大災害が生じたとかってなると、懲役を受ける例、身体刑を受け



る例があるとかっていう実例がありますので。 
さらに、イギリスで社会調査やったら、そういう事業のトップなどに対する厳しい規制がそれな

りの締まりになって、労災が減ってる部分があるだろうという回答は得られているので、そういう
意味では、確かに厳罰化っていうのは 1 つの方法だろうと思います。 

ただ、これは安衛法に限らず、ルールを厳しくすることが人の行動に与える影響っていうのは、
法社会学的に非常に議論があるところで、日本の場合は、ご案内のとおり、全体にソフトローで、
特に労働政策の場合は、法律で厳罰化するよりも、みっともない―企業名の公表がそこをうまく使
ってますけれども、みっともない思いをさせるとか、それから、安全衛生に取り組む事業者の場合
は、結局、従業員の求心力とか、社会での評判とか、あるいは、そもそも社会調査上、トップのモ
チベーションになっていたのは、やっぱり被災者を生むと心が痛むからっていうのが一番だったん
ですね。これは実は日英ともそうだったんですよ。日英ともそれが一番の理由で安全衛生頑張るっ
て、ちゃんと安全衛生やってる会社の場合は特にそうだったんです。 

ただ、日英で違っていたのは、日本とイギリスで決定的に違っていたのは、日本の場合は、過去
痛い目に遭ったことがあるから頑張っているっていう会社が多かったことです。イギリスの場合
は、労災体験がなくても、痛い目に遭ったことがなくても頑張ってる所は頑張っていったわけです
ね。だから、そういう文化の違いを踏まえないといけないことは事実だと思いますね。 

結論から言うと、少し日本でも罰金引き上げたほうがいいかなと思ってるのと、特に上位管理
者、運営者に対して、個人の責任をもう少し問うたほうがいいとは思っています。それは法解釈の
レベルで、会社法 429 条を使うなりして進んでいるわけだけども、安衛法本体で公法的な規制でそ
れをやるのは、僕ももう少し引き上げるべきだっていう意味では賛成で、平成 28 年度報告書にも
書きました、それは。 

柳川：一つ、これ不可能だということが分かった上で申し上げるんですけれど、罰金を一回引き上げ
ましても、ほとんどが略式手続きで、となると、もう上 100 万で頭打ちですよね。これ不可能なこ
とを承知した上で申し上げますけど、要は、安衛法の中に、労働災害が発生した場合の民事賠償訴
訟において、労働者側の挙証責任を下げるというようなことができれば、かなり効果はあるだろう
と思います。ただ、無理なことを承知の上で言ってますけど。 

三柴：それに類するようなことも、平成 28 年度報告書に一応書いたんですね。というのは、リスク
管理を中心とした法制度で、結局重要になるのは、焦点になるのは挙証責任の所在だから、監督官
が、ここ危ないんじゃないか、措置をせよというふうに言った時に、もし事業者側が抵抗したいん
だったら、危なくないっていう証明を事業者側に課させるべきだっていうふうに書いたんですよ。
だから、監督署は、危なさそうだまで言えばいいと、簡単に言うと。で、事業者の側が、危なくな
いんだって証明できなかったら法の執行をするっていう。そういう考え方を書いたんです。 

これは労使間の争い、柳川さんが言う労使間の争いじゃないんだけど、労使間の争いに援用され
るから、こういう考え方を書けば、法令に。そういう方法はあると思ってます。 

ただし、これ多分、法制度として、経営者側の納得が得られないから通らないと思うんです。な
ぜかこういう制度はイギリスではできているわけね。日本では、これは多分通らないと思う、法案
が。解釈レベルで、解釈改憲みたいなことは多分無理でしょうね、これも。多分無理だと思う。規
則でこういう読み方ができるような書き方をするっていうお手盛りな方法も、多分通らないと思う
ので。 

柳川：なぜかっていった時に、悪魔の証明なんですよね、これ。危なくないっていうことを証明する
方法は、多分ないんですよ。だから、疑わしきは罰せずの刑事の原則で、要するに、確実にこれは
危ないっていうことを証明できない限り、それを規制する法令もできないし、現場運用もできない
っていうことしか方法がなく、今までそこを少しずつ積み上げて規制を育ててきたっていうことだ



と思うんで。 
森山：例えば、機械なんかだと、JIS を適合してますですとか、そういった何らかの基準があれば、

安全レベルまでのリスクが下げられているとか、そういったことはできるのかなとは思いますが。
新しいものが出てきた時にちょっとどうかっていうのは難しいところです。 

三柴：この議事録の最初のとこにちょっと書き足していただきたいのですけども、日本の場合は、要
するに罰金額が少なくても、罰せられたっていうこと自体が、要するに社会の悪評を生むというこ
とは考えられてるんですよね。 

森山：非常にそれ、私たちも感じていて、つまり前科が付くと、10 万円でも。 
三柴：前科が付くこと自体が、そうそう。 
森山：5 万円でも、前科が付いて、そういったこと自体が非常に大きい話だと思うんです。ただ、下

手に（罰金額を）上げると、今、必ずしもトップが罰せられているわけではなくて、（現場の職長
などを初め）中間管理職が罰せられている場合もあるので、そこは裁判所が判断されると思うんで
すけど、下手に（罰金額を）上げて、なんか罰則だけ厳しくして、責任は上に行かないとなると、
ちょっとバランスに欠くかなというのは、現場としては考えています。 

三柴：そうですね。だから、その指摘を書き足していただくことと、さっき言ったように、上位管理
者がもう少し処罰される仕組みにしてもいいとは思います。それは書いておいてほしいんですけど
も、結局、その辺の規制をいじったとしても、危なくねえじゃねえかっていう言い抜けを許さない
ような、そういう、本当に危なさそうだと。結局、予防ってのは、危なさそうだで行くしかないわ
けだから。だから、その危なさそうだっていうことを、きちっと、その危なさそうだに対応できる
ような規制にしないと、絵に描いた餅になるだろうなっていうことを書いておいてほしいんです。 

森山：分かりました。 
（同日終会時コメント） 
角田 この前も労災発生時の対応についての研修なんかをやったんですけども、案外、事業者の方、

特に社長とか経営者クラスでも、労災を起こした時に、自分が責任を負うんだということに対して
ピンときてないというか、不明確だ、理解しない方もいらっしゃったので、そういう意味で、厳罰
になるとかっていうような、少しそのような議論が出てくるだけでも、インパクトがあるのかな
と。 

また、上位管理者としての指導ということで、対応として持ってきたりとか、もう身に迫るもの
が対応になってくるのかなというので、議論ができるというのは、厳罰にするとかっていうのはと
もかくなんですけど、議論をして、少し話題に上がってくるというのは、それも労災防止とかの対
応と考える点では有効なのかなと思いました。以上です。 

篠原：罰則の厳罰化につきましては、それはあったら、経営に対するインパクトも強いですけれど
も、ただ、罰則があるのは死亡災害等が起こった場合ですので、普通の会社の社長さんも、関係者
も、労働者の方も、死亡災害、そんなことが起こると大変なことになるということは認識されてま
すけれども、ただ、それが遠いんですね。まさかうちの会社は大丈夫だろうということで、なかな
か遠いと。法律を意識されるのは、やっぱり普段の仕事と隣り合わせといいますか、経営に直接イ
ンパクトがないと、なかなか意識しないのかなと。 

つい最近、ある産廃会社の社長さんが、産廃法と道交法ですね、これはきっちり守っていかなあ
かんということを言って、でも安全衛生法がない。3 つ目に出てこなかったんですけれども、やっ
ぱり産廃でしたら許可を取り消されたりですとか、道交法でしたら車両が使えなくなるとか、やは
り直接仕事に関するインパクトですね。例えば、建設業の許可であれば、社会保険とか入ってなあ
きませんので、やはり社会保険を入れなあかんというよりも、建設の仕事ができなくなるから社会
保険入れなあかんという話になりますので、やはり経営との直接の影響といいますか、普段の業務



と隣り合わせでなければ、なかなか意識されないと。 
そういう意味では、ちょっとお話の中で出てきた反則金ですね。そういったものがありました

ら、死亡災害とかそういうことに至らなくても、ちょっと同じような重大な災害につながる法違反
であれば、反則金とか取れると。これは経営に直接インパクトがありますので、意識なさるのでは
ないかなというふうに思った次第です。以上でございます。 

近藤：近藤です。今の中で、罰則の引き上げについて、実務側の人間として、俗っぽいという言い方
するとあれですけど、罰則、罰金の上限を億単位にしたりとか、懲役にしたりとかっていうのは、
いいことというか、ありかなとも思う一方で、そうなると、今、少額の罰金だから略式で済んでい
るところを公判に移るけれども、本当にその覚悟あった上で言っているのかなというのが若干あり
まして。 

監督官の質がというよりかは、監督行政としての体制がという気はしますけれども、公判になっ
たら、当然、証言台に立つ人もいるでしょうし、今現状、ほぼ 1 人で事件捜査をしているという状
況で、公判維持できるクオリティーの捜査をできるのかなという気はちょっと疑問に思いながら聞
いていました。 

なんか身もふたもない意見を言ってしまいましたけれども、感想としては以上です。 
柳川：柳川でございます。もう皆さま、大体私が申し上げたかったことはおっしゃられてしまったの

で、ちょっとじゃあ、別な切り口から、個人の感想的なことを申し上げますと、私、実を言うと、
中学校卒業して、日本を代表するような大企業で中卒労働者として 4 年働いております。その後、
大学とマスターコースを終わって、今度は電子技術者として、これも別な会社ですけど、やはり日
本を代表するような大企業で 4 年間働いてました。 

その時に見えた現場、労働の現場と、後、霞が関でも働くわけですけれども、その霞が関で見え
る労働の現場、あるいは労働局に行った時に、国家権力を背中に背負って現場を見た時の現場って
いうのは、全然違う見え方がするんですよね。 

労働安全衛生法を見ていて、よく思うんですけれども、本当にこれ日本の現場、現実に適合して
いるんだろうかなということと、霞が関でいろんな議論をするんですけど、その議論というのは非
常に雲の上の議論で、現場から見ると、ちょっとそれ以前でしょって言いたくなるような話をどん
どん霞が関なんかではやっているわけですよね。 

そういったようなことを考えると、本当にちょっと今の労働安全衛生法というのはどうなんだろ
うと、初めのうちは思ってたんですが、ただ、今の時点、もう既に退職してしまった今の段階にな
ると、これ、やはり、もうこれでいくしかないのかなという気が、正直してるところはあります。 

先ほど、反則金とか罰金とかいうお話ありましたけれども、確かに罰金が億単位になれば効果は
あるでしょうけれど、ただ、申し訳なんだけれども、1 人亡くなりました。それは殺人でも何でも
ないわけですよね。そんなことで裁判所が億単位の罰金を科すとは思えませんし、はっきり言って
前科が付くとみっともないというふうに皆さんおっしゃるわけだけれども、5 年たったら消えるん
ですよね。消えるとは言いませんけど、記録は残りますけど。そうしますと、気にしない人は全然
気にしないんですよね。 

そうなってくると、これ先ほどもちょっと申し上げました、こんなことはできないということが
分かっていて申し上げるんですけれど、やはり一番効果があるのは、民事訴訟がどんどん起きて、
労働者が多額の損害賠償金を取るという事件が増えてくると、事業者も気を付けるのではないかな
というふうに思ってまして、できないとは思いつつも、今、訴えようとすると、ものすごく大変な
のが、証人を連れてくることですよね。他の労働者はみんな会社側に付きます。その状況の中で、
実際に過失があったことを証明する。民法の 415 条で損害賠償を請求する時は、安全配慮義務の内
容を特定をして、かつその不履行があったことは労働者側が証明しなければいけないわけですね。



ここの部分が何とかできないのかなという気が、前からものすごくしております。 
要は、災害があった以上、過失があったということを推定してくれるような条文が、安衛法の中

に作るというのは無理だと思いますけども、できれば、かなり良くなっていくのかなという気がし
ています。すいません、荒唐無稽な個人の感想です。失礼します。 

 
45 法人重課の導入 
提案文 法人重課の導入 

安衛法は、昭和 47 年の法施行以来、労働災害を激減させるなど、その果たしてきた役割は高く評
価される。また、今日では新たな課題も発生し、それに応じた法改正も順次行われるなど、安衛法に
求められる役割はさらに広がっている。安衛法の履行を確保することは産業界にとって極めて重要な
意義をもつと考えられる。そのような中、いまだ法令順守がなされていない一部の事業者において
は、法違反が繰り返され、安全な職場環境が構築されていないという現状も見受けられる。 
 こうした現状を踏まえて一層の法の履行確保を図るためには、種々の方策が考えられるが、立法政
策としては、法人重課も考えられるのではないか。先行導入された金融商品取引法や証券取引法のみ
ならず、近年では廃棄物の処理及び清掃に関する法律、著作権法なども導入されている。法人処罰に
ついては様々な議論があるのを承知しているが、実務的には運用歴を重ねている。そこで、現状につ
いてであるが、我が国の特別法犯の法人処罰の中でも安衛法の運用実績は高い実態にある。2019 年
の検察統計年報においては、特別法犯の法人起訴件数 1,063 件のうち、最も多いのが安衛法違反 203
件、次は廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反 184 件、続いて風営法違反 91 件、入管法違反 73 件
などとなっており、特別法犯の法人起訴件数の法例別内訳では安衛法の割合が最も多くなっている。 

安衛法違反はいわゆる組織犯罪であり、企業のトップのみならず末端の管理職に至るまで、その権
限や授権の実態に応じて行為者になり得るのであるから、犯罪抑止の目的達成のためには、法人重課
を導入することによる威嚇効果を用いて企業としての活動を規律し、法の一層の履行確保を図ること
を検討すべき時期にきていると考える。（00268 元監督官（2）） 

結果 議事録参照。 
森山註 金融商品取引法 

第二百七条 法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次
項において同じ。）の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又
は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰する
ほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 
一 第百九十七条 七億円以下の罰金刑 

（以下略） 
議事録 （2022 年 10 月 15 日） 

森山：分かりました。法人重課の導入ということで、非常に長く。すいません、ちょっとこれ読んだ
ほうがいいでしょうか。ちょっと早口で言いますが、安衛法は、昭和 47 年の法施行依頼、労働災
害を激減されるなど……。 

三柴：あと、すいません、森山さん、お願いなんですけど、ここまでいろいろ議論してきて、今後の
質問について、似たようなことを尋ねてるものっていうのは省略していいと思うんですよ。 

森山：分かりました。 
三柴：だから、もうこれだけはっていうやつをピックアップしていただいて、それを論じるという。 
森山：分かりました。一応、私なりにもう既にまとめてしまって、こういったのは 5 つまとめてるん

ですけど、45 番のですね。そうですね、じゃあ、法人重課の導入っていうような質問ですので、な
んかこう法人だけ罰則重くするとか、そういったことについてはいかがでしょうか。すいません、



ちょっとシンプルにさせていただきました、質問を。 
三柴：口火切りの意味で、森山さんのほうから、この先生に聞きたいという方にちょっとお尋ねにな

っても。 
森山：すいません、北岡先生、よろしければご意見を頂けますでしょうか。 
北岡：はい。 
森山：すいません、お願いします。 
北岡：法人に対しての処罰を重くするということですか。 
森山：はい。 
北岡：こういう一案もあるのかなと思いまして拝見しておりました。あと、個人的には、私は、任官

していた時から感じておりましたのは、むしろ道交法の反則金制度ですか、交通反則通告制度。要
は切符を切って、それに応じて行政罰として一定のペナルティーを頂くと。刑事罰という手法もあ
るんですが、行政罰といいましょうか、それに準じた処分として、交通反則通告制度に準ずるよう
な行政刑罰制度を安衛法に導入するのは、非常に有効ではないのかなとは感じていました。 

 このような形で、今、お示しのような、法人に対して重い刑罰を科すという方向性と、もう 1 つは
反則金制度、両方があって良いんじゃないかなというのは個人的な意見です。以上です。 

森山：ありがとうございます。反則金制度も、それは法人に対してということでしょうか。 
北岡：そうですね、はい。 
森山：ありがとうございます。 
三柴：北岡先生のご意見と連動してというか、それに関係して申し上げると、以前、私も道交法関係

で、駐車禁止の取り締まりに使われ始めた、民間の監視員制度があるじゃないですか。あれを安衛
法でも取り入れたら、それはコンプラは進むだろうなっていったん思いつつ、他方で、あえて政策
がそれをやらないっていうのはなぜかっていうことを考えたわけですね。 

 案が単に思い浮かんでないからっていうことだったらいいんですけど、以前、労災防止指導員制度
もあって、つぶれ、いろいろ折々にライン取りとしてバランスの取れた監視方法ってのは考えてき
たと思うんだけども、なかなかうまくいかないと。結局、監督署が時々やってきて、普段は逃げら
れるけども、そこのとこだけ対応できればいいよねっていうラインで今は落ち着いてるって。それ
は法社会学的にある意味バランスが考えられた結果とも言えて、そこをどうするのがいいのかなっ
て。どのバランスに持っていくのがいいのかなっていうのを考えてきたんですけど。 

コンプラって、恐らく、ただ強化すればいいものでもなく、どのラインでっていうことかと思う
んですよね。ちょっと難しいなと思っていました。非常にそのライン取りを考えることが難しいな
っていうふうには思っていましたということです。 

森山：そうですね。監視員制度は、多分、労災予防があまりにも専門的なのと、つまり危険の恐れが
あるかどうかっていうのも判断しなきゃならないですし、あとは、結局、私有地に入るっていうこ
と自体が、非常に問題を生むというか、われわれも臨検拒否とかっていう問題もあるので、なかな
かわれわれみたいな公務員じゃないと、なかなか切り込んでいくというのは意外と難しいのかなっ
ていうのは、ちょっと思います。 

北岡：北岡です。もう本当にそのとおりだと思うんですけど、こういった民間監視員制度を、もし機
能させるとすれば、今、安全衛生の分野でもあるんですけれど、認証制度といいますか、安全衛生
について非常に積極的な対策を講じている企業について認証を行う制度、この認証制度の中に、こ
ういった指導員を定期的に受け入れて監査を受けるとか、監査を受けた結果について労基署と共有
するとか、その認証制度と連携させて形で、民間監視員制度みたいなものをもうちょっと積極的に
使っていくと。既にそういう発想はあると思うんですけれど、もう少しそういう方向性を強化して
いくというのは、ここの施策としてはあるのかなという印象は持っています。以上です。 



三柴：実はそういう議論をしたばっかりでして、今、厚労省のほうで、ESG っていう国際的な取り組
みの中に安全衛生を組み込めないかっていうことの検討をしていて、厚労科研で産医大の先生に調
べてもらっているんですよね。で、だいぶ調査結果が出てきて、私もそこを研究官が入ってるので
聞いてみたんですけども、やっぱり国際基準だから、労災含めて情報を開示しなさいってのが 1
つ。それから、基準を明確に示すということですね。安全衛生の取り組みをちゃんとやっているか
どうかを測る指標を明確化するということが 1 つ。それから、そういうことをちゃんとやっている
会社であれば、結局この ESG の取り組みっていうのは、投資がされる、そういう会社に対してお
金が集まるということをいざなうことになるので、経営者に対する訴求力があるという、この 3 つ
がポイントになっているんですね、この施策は。 

ただ、聞いてて、非常に気持ちが悪かったのが、結局、国際投資顧問会社のブランディングに使
われているっていう疑いが拭えないんですよ。要するに国際基準からすると、非常に抵抗できない
基準を持ち出してきて、日本も守れっていうふうに上から来ることになるんだけれども、日本の仕
組みっていうのは、もっと、ある意味職人重視、ある意味集団主義で、ある種の企業なりの文化を
大事にしながら脈絡保ってきた部分があるので、そういうのをぶち壊してしまう危険があって、そ
れをやってしまうと、結局、数字上がらないっていうことになると。 

建設安全でも実はずっと検討会等で議論したことがあったんですけど、日本の建設安全っていう
のは、かなり現場の人たちのお行儀の良さと相互監視とか、ある種の集団主義で出来上がってる部
分があって、ヨーロッパのように上からマニュアル示して順守しないと安全保てないって格好にな
ってないんですよね。自分らでやるっていうのが、実はある意味日本の建設現場って、これまでは
あったんです。今は人がいなくなってきてるから落ち目っていうのもあるっていう状況ですが。 

一言で言うと、海外発送の ISO とか ILO の発想が日本になじむかってのは慎重に検討しないと
いけないと思っているとこです。 

北岡：そうですね。私も今の三柴先生のご指摘、ご発言いただいて、非常に共感するところがありま
す。外資系の食料品製造販売会社の大手があるんですが、その会社が、よく食料品、日本でそうい
った自社のハンバーグとか、そういったものを調達しますので、日本のさまざまな会社の食品製造
工場を監査するんですね、労務監査と称して。その実態をいろいろ伺っていると、今、三柴先生が
ご指摘されたように、非常に一方的な基準をある種押し付けてこられて、会社が一生懸命やってら
っしゃる食品製造業から見ると、ちょっとピントが外れてるんじゃないのかといったご相談を伺う
機会は、これは現にあります。 

そういった意味では、やはり先ほどの先生のお話にあった、基準をどう定義するのかというのも
非常に重要なところかなと思います。以上です。 

柳川：すいません、ちょっと 1 つご質問があるんですけど、そうすると、OSHMS についても同様と
いうご意見でしょうか。 

三柴：要注意という意味では同意見です。だから、中災防の適格性審査の仕組みとか、日本流に直し
てアレンジして、さらにその業界ごとに業界事情を踏まえて落とし込むとか、さらにその基準作り
だけじゃなくて、運用の仕方においても、ある程度柔軟性を持たせるとかいうようにしていくと、
まだ使えるかなと思うんですけども。 

要するに私の問題関心は、可視化しにくい、言語化しにくいんだけれど、現場で営々と引き継が
れてきた職人中心あるいは集団主義的な安全管理の仕組みっていうのを、きちっと再検証しないま
まに、外部から基準を持ってきて、それを一律に当てはめようとすると、それで割となあなあでや
ってた所に対する喝にはなると思うんだけれども、実はもともとあったうまい方法を壊してしまう
部分があると思うんですね。 

だから、その意味では OSHMS も、結局設計次第、設計と運用次第だというふうに思っていま



す。 
柳川：そこのところは恐らく厚生労働省も、私もそうですけども、全く同意見なんですけれども、私

は OSHMS というのは、これ言うとよく怒られますけど、必要悪という気がしてます。というの
は、現場の職員が今のようなというか、以前のような能力を保ち続けるのであれば、本当は必要な
いんでしょうけど、ただ、そういう安全衛生に対して知識、ノウハウを持った人がどんどんいなく
なっていくと、やはりああいうものに頼らざるを得ないのかなという気がしております。 

それと、先ほどちょっと出ました、民間の確認制度というようなお話ございましたけれど、実は
2017 年の 3 月に、規制改革推進会議の中で、八代委員が、労働基準監督官の業務の一部を社会保険
労務士などに委託するべきではないかという文書を出したことがありまして、厚生労働省が、幸い
なことにとあえて申し上げますけれども、幸いなことにそれに反対をし、全労働、地方労働組合も
全面反対をしてる。社労士会も、社労士会でさえ、ちょっと消極的な文書を公表したりしていると
いう事情があるという、ちょっとそこのところだけお伝えしておきます。 

三柴：結局、この議論は、一番大事なのは、今、僕もつくった学会を通じて海外とのやりとりして
て、つとに感じるんですけども、日本の脈絡、日本がうまく安全管理なり、労働関係政策を運んで
きた脈絡っていうのを、海外の人にも通じるように、あるいは国内でも事情を知らない人に対して
通じるように、きちっと言語化して説明する力だと思うんですね。 

それを怠ってきた、要するにあうんの呼吸で裏表使い分けて、分かる人は分かればいい。大人の
文化だっていうふうにやってきたので、通じないんですよ。そうすると、海外から黒船が来た時
に、それに抵抗するすべが実はないんですよね。さらに、それと整合させることも難しいわけです
よ。 

厚労省は非常に日本的な文化だから、そもそも。その辺を意識しているのは分かるんだけれど
も、結局、積極的に打ち出す良さっていうのを自覚してないと、やられちゃうということだと思っ
てます。 

森山：ありがとうございます。やはり日本らしさみたいなものの理論化というか、もしかしたらあん
まり言語化がされてないっていうのはあるのかもしれないですよね。やっぱり、多分、現状でトッ
プダウンしちゃうと、やはり現場の士気に相当影響する。結構職人なんか辞めちゃうっていう会社
も、まだそういうのは日本企業はあると思いますので。なんかもっと教育とかそういった面、労働
者の安全衛生教育とか、そういった面も。 

三柴：しつこいですが、最後に言うと、要は、柳川さんが安衛部におられた頃に、確かに安全衛生人
材が減ってるからマニュアル化進めましょうっていう動きがあって、申し訳ないんですけど、僕そ
れは抵抗したんです。ちゃんと人材育てないといけないんで。人材を育てるのは 50 年計画になる
んだけれども、結局マニュアル作るのも人なので、暗黙知をちゃんと継承する人がいなくなっちゃ
うと、的確なマニュアルを作る、ピントが合ったマニュアルを作る人もいなくなっちゃうわけです
よ。だから、それは絶対に諦めちゃいけないということですね。 

それと、地方採用技官、同じなんだけど、いったん脈絡を断ってしまうと、もう再生できないわ
けです。 

状況が今、どんどん効率化に進んでいっているから、知的な洗練性を高めて、マニュアルを洗練
させないといけないっていうことはそのとおりなんですけど、これって非常に高度な知的な海外の
戦略っていうことは考えておかないと、大学でいうファカルティーディベロップメントみたいな話
で、結局大学の先生が本来の仕事できなくなっちゃうみたいなね、書類ばっかり作って、そういう
話になって、誰も得をしないって格好になるので、一時期の刺激材としてはいいと思うんですけ
ど、やっぱりちゃんとした脈絡を保つ動きは持っておかないと、結局壊れちゃうんじゃないかとい
うことは心配してます。以上です。すいません。 



柳川：すいません、じゃあ、1 つだけ。ものすごく同意見なんですよね。で、OSHMS、はっきり言
って 7～8 割方はうまくいってないですし、リスクアセスメントっていったら、申し訳ないんです
けど、ほぼ 99％適切に動いてないというふうに私は思ってます。ただ、使いようによっては、やは
りまだ使えるのかなという気がしているのと、人材を育成するべきだというのはまさに同意見なん
ですけれども、ただ、現実問題としては、本当に可能なんだろうかという。やはりもう OSHMS の
ような制度に頼らざるを得ないところまで、もう来ているのかなという気は、正直してます。以上
です。すいません。 

森山：ありがとうございます。すいません、私もちょっと続けて少しお話ししたいんですけど、結
局、職人的な安全対策ですと、必ず漏れが出るっていうところがありまして、やはり機械をやって
るけど化学物質は全然知らないですとか、そういうのが、企業に何人もお互い補完できるような専
門家がいればいいんですけど、大体 1 人か 2 人で両方とも化学物質は全然分からないとか、あと、
化学物質は分かるけど機械は分からないとか、そういうところがありますので、やっぱりリスクア
セスメントですとか、そういうマネジメントシステムっていうのは、どうしても必要なのかなと。
それはある意味、職人的な対策を補完する意味で、そういうマネジメント的なことは必要なのかな
と、ちょっと思っております。すいません。では……。 

 
 
46 過失犯処罰 
提案文 ①過失犯の創設 

労働安全衛生法違反にかかる刑事罰はすべて故意犯によるものであるが、過失犯の概念を創設するこ
とで、事業者に対して安全衛生に対する意識を高めることや、法違反に対する捜査の迅速化といった
効果が得られるとも考えられるので、改正が必要とまではいわないが、検討の余地があるのではない
か。（00147 監督官（2）） 
②労働災害における労働安全衛生法違反の捜査に際しては、措置義務があることの認識、その認識を
持った時期や理由、措置義務を実行しなかったことの理由など、いわゆる故意が必要であり、 業務上
過失致死傷罪のように、過失犯を処罰する規定になっていない。 そこで、労働災害を防止する措置の
ように、状態が危険な方に悪化するのを防止する措置においては、必要性、緊急性が高く、故意とか
とは関係なく、過失犯も処罰できようにすることこそが、「労働者の生命・身体を損ね、健康を害す
る労働災害を予防する」という立法趣旨にかなうと考える。 
（00097 監督官（1）） 

森山註 過失犯規定 
刑法（明治四十年法律第四十五号） 

（激発物破裂） 
第百十七条 火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物又は他人

の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第百九条に規定する物で
あって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせ
た者も、同様とする。 

２ 前項の行為が過失によるときは、失火の例による。 
 

結果 議事録参照。 
議事録 （2022 年 10 月 15 日） 

森山：はい。じゃあ、ちょっと、すいません、罰則のところまで来てますので、ちょっと罰則につい
て少し伺いたいんですけども、過失犯処罰ですね。過失で結局安衛法が埋まらないことによって、
実際に被害が生じた場合について、何か別途規定すべきではないかというご意見ですね。 



あるいは、先ほども反則金制度ありましたけれど、行政制裁制度があってもいいんじゃないかと
いうことですね。これについて、ちょっとご意見あれば伺いたいんですけど、私は行政制裁制度っ
ていうのは少し関心がありまして、ただ、結局、企業っていう集団組織的失敗っていうのが、必ず
しも個人の責任に還元できない場合があると。一番分かりやすいのは、故意がない場合ですね。そ
の危険性に対する認識がなくて、外形的には安衛法違反になっているんですけども、刑事的責任は
どうしても問えないという場合が多々あると。社長が目の前にいて爆発が起きても、われわれは送
検できなかったりしますので、そういったところに対応するために、行政制裁制度、過料などです
と、そういう故意とかっていうのが、多分要らないんじゃないかなと思いますので、そういったと
ころ、知らないでは済まないっていう意味での行政制裁制度があってもいいのかなっていうのは、
ちょっと個人的には思います。 

三柴：もう一回言ってもらえますか。 
森山：すいません。犯罪だと、故意がないと、安衛法は故意犯ですので、つまり労働者がこういう作

業をしているというのを知ってないと、そもそも対策を講じなくても、それは罪にならないと。た
だ、行政制裁ということで、例えば過料、過ち料にすると、そもそも知らないのが悪いんだろうみ
たいな、そういった犯罪とは別の制裁が可能なので。手間はあんまり変わんないと思うんですけ
ど、手間は犯罪捜査とそこまで変わらないと聞いてますけど、そういうのがあってもいいのかなと
いう気がします。 

三柴：もう直感的に賛成なんですけど、1 つだけ。今の指導制度、是勧制度と比べてのメリットは何
ですか。 

森山：それはすいません、深く検討はしてなかったんですけど、私のイメージとしては、今の司法処
分の代替として考えてましたので、何か重大な、悪質な違反がある場合は、そういったものを課す
というようなイメージ。是勧は是勧でいいと思うんですね。もう是勧については、今のやり方で、
そこまで間違いではないかなということで、現状の是正勧告を全部行政処分にしたりとかってする
と、あるいは行政強制にしてしまうと、多分仕事が、われわれ増えてしまうので。あるいは、もっ
と抑制的になって、あまり良くないのかなという気はしてます。やはり行政指導というのは非常に
効果高いと考えています。 

（同日終会時コメント） 
浅田：浅田です。今日の議論、大変熱心な議論されていたので、興味深く聞かせていただきました。

私がちょっと今日の議論の中で思ったのは、法人重課といいますが、両罰規定における法人の罰金
刑の引上げについては、単に独禁法とか、金融証券取引法とか、あと著作権法とかありますが、そ
れらは基本的に、いわゆる経済事犯、いわゆる違法な行為をして多くの経済的な収益を上げる者に
対する、逆のインセンティブを与えるという意味で、確か導入をされたと聞いておりますので、ち
ょっと安衛法がこのジャンルに入るのかなという疑問があります。もし導入するのであれば、それ
相当の理由付けを考えなければいけないだろうなと。 

あと、過失犯について、行政罰である過ち料を導入すればどうかというようなご提案ありました
けれども、過ち料の場合でも、非訟事件手続法で、いわゆる裁判所がかむ手続きになりますので、
それはそれで結構膨大な労力がかかるので、本当に費用対効果の意味で、有効な手段になるのかな
という疑問があります。 

ちょっと疑問点だけ挙げても仕方がないので、私がちょっと逆に興味があるのが、鉄道事故等の
被害者の動きとして、刑法 211 条の、いわゆる業過ですね、業務上過失致死傷罪については、特別
刑法を設けて、それに対して両罰規定を導入すればどうかということで、労災事故のように大きな
被害があった場合は、業過の特別法で法人に対する処罰、罰金刑という処罰を与えるという道があ
るのかなという気はしました。以上です。 



田中：もう 1 つは、浅田先生の、業過における特別刑法によって企業責任を問うというか、というお
話、非常に、そのようなお考えもあるのかなっていうことで、今日、関心を持たせていただきまし
た。ありがとうございます。以上です。 

 
47 結果的加重犯 
提案文 労働災害の発生状況を見るに、従来型の災害が殆どであります。法的な措置を講じなければ労働災害

が発生する恐れがあることは、事業者・実行行為者は十分認識出来ていると思います。このような状
況からすれば、死亡や一生寝たきりになるような重篤災害を発生させた場合には、結果的加重犯の対
象となるようにしたら如何でしょうか。災害防止への関心・取組が強化されてくると思います。
（00264 元監督官（1）） 

森山註 ● 結 果 的 加 重 犯 ：
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%90%E6%9E%9C%E7%9A%84%E5%8A%A0%E9%87%8D
%E7%8A%AF 
●2019 年 12 月に開催された全労働主宰のフランスの監督官との対話集会において、フランスの監督
官から、フランスでは例えば死亡災害について送検すると、homicide の罪（業務上過失致死？）を検
察側で付加し、懲役刑になることがあるとのこと。 
→ 全労働省労働組合『季刊労働行政研究』Vol.44, 2020 年 4 月冬・春号（「対話集会―フランスか
ら 労 働 監 督 官 が や っ て き た 」 を 含 む ） 
https://1drv.ms/b/s!AtbgYJc2Nu2xzxVrODf1WFD_no1m?e=96wsZl 

結果 未検討 
 
48 刑罰法規としての構成要件明確化 
提案文 可罰性が高い条文については、刑罰法規として適用しやすいよう構成要件を明確な表現にしてほし

い。 
（00121 監督官（2）） 

結果 未検討 
 
49 刑罰法規としての合理化 
提案文 罰則適用の法令として文言の明確化を図ること。安全衛生関係法令は、労働安全衛生法違反被疑事件

として立件（司法処分）するにあっては、その条文の文言があいまいであったり（前述の「常時」な
どの表現）、外形的要因が規定されていなかったり（安衛則第 151 条の 3 等多数の条文で規定される
「作業計画の策定」については書面での策定を規定しないため外形的要因がない）、あいまいな通用
除外が設定されていたり（有機溶剤業務について設置が義務付けられている局所排気装置には「臨
時」や「短時間」など定義があいまいなの適用除外条件が複数存在する。）することで、捜査を困難
にし、立件できない場合もあるため、規定を明確化すべきと思料する。 
（00181 監督官（3）） 

結果 未検討 
 
50 行政制裁制度の導入 
提案文 行政制裁制度の導入 

前記（2）と同様、行政制裁の制度を導入することにより、企業としての活動を規律し、法の一層
の履行確保を図るために行政制裁制度を導入するもの。具体的には、一定の法違反を繰り返し、行政
指導によっても是正の認められない事業者を対象とした企業名公表制度を設ける。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%90%E6%9E%9C%E7%9A%84%E5%8A%A0%E9%87%8D%E7%8A%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%90%E6%9E%9C%E7%9A%84%E5%8A%A0%E9%87%8D%E7%8A%AF
https://1drv.ms/b/s!AtbgYJc2Nu2xzxVrODf1WFD_no1m?e=96wsZl


背景としては、労働基準行政機関における安全衛生関係の業務に割ける行政のリソースが年々低下
していることが挙げられる。労働基準行政は、かつては（特に昭和 47 年の安衛法施行後）企業に対
する監督指導において、その多くの部分を安全衛生関係に充ててきたが、平成 14 年頃を境に監督指
導の重点を｢一般労働条件の確保・改善対策の推進｣へ向け大きく舵をきった。 

長時間労働による過労死や賃金不払残業などが社会問題化したことによる対応するものであり、現
在もこの流れはおおむね続いていて、このため安全衛生に関わる行政資源を相対的に目減りしている
状況が生じている。その一方で、行政執行体制を拡充し組織を肥大化させることには国民の理解は得
られそうもない。 
そこで投入する行政資源に対する費用対効果の非常に大きいと見込まれる前述の制度を法に盛り込み
運用することによって、現行の行政執行体制下においても、より高い効果をあげられることができる
のではないかというのが意見の趣旨である。（00268 元監督官（3）） 

結果 結論に至らず。議事録参照。 
森山註 a) 犯罪として処罰するためには実行行為者とその故意が必要であるが、行政制裁は事業者そのもの

に直接適用できると思われ、「知らなかった」「担当が決まっていなかった」では済まされな
い。 

b) 行政作用の例 
分類 具体例（案） 
行政計画 労働災害防止計画、過労死等防止対策大綱、署の年

間監督業務計画 
行政立法 法規命令 政令、府省令、告示 

行政規則 各種通達など 
行政行為 
≒ 行 政 手 続
法 等 で い う
「処分」 

法律行為的 
行政行為 

命令的行為 下命 就業規則変更命令、工事計画変更命令 

禁止 使用停止命令、工事着手差止命令 
許可 特定機械等の製造許可 
免除 局所排気装置設置等特例許可 

形成的行為 特許 （鉱業権の設定） 
認可 最低賃金減額特例許可 
代理 労働基準監督署長による労働契約解除 

準法律的行政行為 確認 特定機械等の検査、解雇予告除外認定 
公証 特定機械等の検査証の交付 
通知 （租税納付の督促） 
受理 三六協定届の受理、共同企業体代表者変更届の受理 

行政調査 任意調査 拒否等に対する制裁無
し 

 

拒否等に対する制裁有
り（間接強制） 

労働基準監督官等による立入検査、報告徴収 

強制調査 （国税犯則取締法による強制調査） 
行政指導 是正勧告、指導票若しくは安全衛生指導書又は口頭

による指導、都道府県労働局長の助言指導 
行政強制 行政上の 

強制執行 
代執行 （空屋、違法建築物の解体） 

直接強制 （成田空港規制区域内の一定の工作物の除去） 

執行罰（砂防法第 36
条のみ） 

（砂防法違反を期限内に是正しない場合において過
料を科すことを背景として是正を命ずる） 

行政上の強制徴収 労働保険料の強制徴収、（国税の強制徴収） 

行政上の即時強制 労働基準監督官、産業安全専門官又は労働衛生専門



官による収去、（警察官による迷子等の保護、犯罪
の制止、家宅等への立入り、武器の使用）、（感染
症予防法による強制健康診断、強制入院、交通遮
断）、（精神保健福祉法による強制入院）、（酔払
い防止法による保護拘束） 

行政罰 行政刑罰 労働安全衛生法違反に対する刑罰 
（道路交通法違反など反則通知制度があるものもあ
る） 

秩序罰 パートタイム労働法違反に対する過料 
その他制裁 加算税 （国税の申告義務違反に対する加算税） 

課徴金 （独禁法による不当な取引で得た利益に対する制裁
金） 

公表 男女雇用機会均等法による公表 
受益的行政行為の撤回 計画届免除認定の取り消し 
助成金の拒否 助成金の申請要件や支給要件の設定の仕方で事業者

に法令遵守を求める 
…   

議事録 （2022 年 10 月 15 日終会時コメント） 
鎌田：はい、鎌田です。私、行政制裁制度のことで少しお話ししたいと思いますが、要するに実効性

確保という観点から言うと、措置に対する相手方のインパクトと、それから、その方策を取るこち
ら側の手間をどう評価するかということだと思うんですよね。 

その時に、前からもう少し活用したほうがいいんじゃないかというのは、企業名公表の制度で
す。これは行政処分になるんですけれども、先ほど過料制度はどうかということで、過料ってあん
まり手間的にはそんな楽にならないんですよね。それで、行政指導が有効に働いているよっていう
ことで、それはそれでいいと思うんですけど、それで言うこと聞かない場合には、企業名公表とい
う行政処分が割と柔軟性があって使えるんじゃないかと。 

で、インパクトという意味で言うと、大手企業にとると、ある意味では致命的にインパクトがあ
るんですよね、大手企業にとっては。じゃあ、中小は別に企業名なんか出たって、さほど効かない
んじゃないかということなんですけど、これは企業名公表されるような処分を受けると、職安法
で、求人募集が全然できなくなっちゃうんですよね。ハローワークでも拒否されますし、一般の民
間の求人メディアでも拒否すると。あなたの企業についての募集情報は提供しませんということに
なるから、かなり中小企業においても、この企業名公表レベルの処分というのは重たくなっている
ということで、どうかなというふうに思うんですが。 

ところが、重たいということはいいんだと思ったところが、厚生労働省本体は、重たくなったせ
いなのかもしれませんけれども、すごく慎重になっているんですね、最近、企業名公表には。だか
ら、私なんかは、せっかくこういう柔軟な方式あるし、手間も過料よりはいいので、少し活用した
らどうかという面を持っているのが、例の東京労働局の問題があったので、すっかり慎重になって
いるんだと思うんだけど、少し考えてみたほうがいいんじゃないのか。私としては、こういった方
向での活用を勧めたいなというふうに思っています。 

石崎 あと、最後のほうに取り上げられた、行政救済制度の導入についてなんですけれども、これ、
行政の役割を広げるということは、私も非常に重要だとは思ってるんですが、他方で、このやはり
ご提案の中身と、現行の是正勧告制度との関係が、ちょっとよく理解し切れていないところと、あ
とは、準司法的機能も持たせるっていうようなことなのかなとは思うんですが、それをやるための
人的なリソースがどれくらいあるのかなっていうところは、若干気になるところではあります。 

ただ、今後の方向性として、確かにそういう過失みたいな、過失によって安全衛生対策取られて



ないみたいなところに手を入れていく上で、今の是正勧告でもいいのかもしれないんですけど、な
んか改善命令出すとか、違反に対してそれで、そこで違反に対してまたさらに過料を科すみたいな
仕組みっていうのは、確かにもうちょっと広い範囲であってもいいのかなみたいな感触はあるとこ
ろですが、ちょっとまだ私自身も十分に分かってないところなので、非常に中途半端な意見で恐縮
なんですが、そういう設計というのもあり得るのかなとは思った次第です。今ちょうど受動規制の
ところを書いていたので、健康増進法とか見てたんですけど、あれは施設管理者がちゃんとしてな
いと勧告出して、勧告に従わなかったら命令が出て、それに違反すると、また罰則がかかるみたい
な、そんな流れになっていたところもあって、ちょっとそれとの関係とかも気になったりしたとこ
ろでした。 

ただ、またやっぱりどういう行為をその対象にするかとかも、いろいろ多分議論の対象になると
ころなので、直ちにどうこうというのは言えないんですけれども、行政の機能を広げていくってい
うことはあり得ていいのかなという意見を持ったという次第です。 

 
51 高額の懲罰的損害賠償、行政罰の認容 
提案文 日本の司法全体であるが高額の懲罰的な損害賠償制度の認容。（行政罰も） （00177 監督官（3）） 
結果 未検討 
 
52 罰則のない義務規定の在り方 
提案文 努力義務以外の法でも罰則規定が付されていないものがある。 

（00055 監督官（2）） 
結果 未検討 
 
■質問 4（規制の緩和・簡素化） 
 
53 ◆他分野との重複と棲み分け 
提案文 安衛法が担っている分野が非常に広範囲。また、ボイラー、圧力容器、化学物質、放射線、心身にわ

たる健康管理などの対策について、他法と重複するものもあり、すみ分け、統合、別だてにするなど
の整理をした方が良い。 
（00185 技官（1）） 

結果 結論に至らず。議事録参照。 
議事録 （2022 年 11 月 12 日） 

森山 これ自体は、何ていうか、素朴なご意見なのかなというのが、ちょっと見た感じは思ったんで
すけども。 

確かに、これらの社会にあるいろんな危険源の中で、安衛法で定めてるものがあって、その代表
がボイラーやクレーンだと思うんですけど、あるいは黄りんマッチとか、その辺は労働法で戦後や
ってきたというところなんですけども、労働法で定めるとなると、やはりメインが使用従属関係に
焦点を絞って規制するっていう形が多分ありまして、その発展系として、ボイラーとかそういった
ものについては流通規制や製造規制もやっているという形になると思うんですけども。 

安衛法の第 1 条に労働災害の防止っていう目的が掲げられておりますんで、あるいは職場環境
の、快適職場の形成というところで、その目的に沿った形でやるっていうところ、必ずしも、今ま
で社会のあらゆる場所において、その規制をやり尽くすというわけではなかったのかなというとこ
ろで、その中で、安衛法で決まっているものと、そうでないものがあって。 



じゃ、どういうふうにこれを整理していくのかっていう問題があるのかなと思うんですけども、
これについて、ちょっと漠然としてますけども、先生方、何かご意見があれば伺いたいと思うんで
すけども、いかがでしょうか。 

三柴：なるべく広範にご意見伺いたいです。ちょっと先に私のほうから口火を切る意味で申し上げれ
ば、まさに今、ちょうどその見直しが迫られている。特に個人事業者等への安全衛生、フリーラン
スを典型とする個人事業者への安全衛生をどうするかという検討を厚労省でやっていますので、ま
さにその、この点の哲学をどうするかっていうことが、考え直される時期にあるわけです。 

森山さんおっしゃるように、安衛法は、戦後、労基法の下にできた安衛則を単独立法化したと。
で、なおかつ、労基法と姉妹法であるっていう位置付けが明記されたことからも、労基法が持つ労
使関係に注目する考え方を、一応は受けていると。 

現に、労災を防ぐためにも、使用者ないし事業者に責任を負わせることで対策が進みやすいって
いう社会工学的な発想があったと思いますし、それは ILO の考え方でもあったと思うんです。 

しかし、労災を防ぐという目的指向、結果にコミットする法でなければならないということから
すると、手を打たなきゃいけないポイントが事業者にはどうしようもないというところも多いため
に、いわば何でもありの法規になってきたと。 

本をただせば、工場法自体が安全衛生法みたいな法律だったわけです。その工場法の傘下にボイ
ラーに関するものとか、機械安全を図るような規定については、当時の工業主に限らず、規制をか
けないといけなかったっていう事情もありますし、それから労基法の下の安衛則にも、スピンアウ
トのような、ボイラーとかその他の機械を専門に取り締まるような特則ができていったという経過
もありますから、その歴史をたどると、労災を防ぐっていう広い目的のために、規制範囲を広げる
っていうのは、元々やってたし、流れでもあるということかと思います。 

さらに、健康面まで保持増進とか、さらには快適な職場形成とか、法の目的自体が広がってきた
と。そもそも、その広い目的持ってるから、それを達成するための規制範囲が広くなきゃいけない
という事情があった上に、目的自体も広げてきてるということがあるので、さらに労働者っていう
概念も曖昧化してるので、いろんな意味で、今、見直しが迫られてるということだと思います。 

この点、一言で述べていただく、ご意見いただくのは厳しいと思いますけど、まず、発言の希望
をいただける方からお願いしたいなと思いますけども、いかがでしょう。 

森山：いかがでしょうか。先生、どなたか。 
三柴：もし、特にということであれば、森山さんのほうで指名をお願いします。 
森山：すいません。浅田先生、いらっしゃいますでしょうか。 
浅田：はい。浅田です。労働災害防止という目的に立って、何が一番効果的かという視点で見直す必

要がある場合は見直していけばいいと。だから、他法、同種の規制を行っている他の法律があると
いうだけで、だからそこから撤退すればいいというのは、労働災害防止に必ずしも寄与しないので
はないかと思います。 

それぞれ、同種の規制を行っている場合でも、それぞれの法目的があるので、また、実際の規制
範囲を、重複規制にならないように分けてる場合もあるので、それはそれできちっと精査した上で
議論すべきではないかというぐらいに思います。以上です。 

森山：ありがとうございます。特に私、ちょっと気になっていますのが、機械の規定っていうのが、
あまりこの安衛法では製造から流通まではちょっと限定的なのかなと思っておりまして。その辺り
をうまく労働法に組み込めると、製造規制も労働基準監督署という、非常に全国隅々まで監督官が
いて、その中での取り締まりができるっていうところで、非常にいいのかなというところで思って
おりますけども、そういった議論というのは、浅田先生、今まであったんでしょうか。労働行政の
中で何かあれば伺いたいのですけども。 



浅田：例えば、放射線障害防止という点で見れば、確かに旧科技庁、今の文科省で、さらには、今、
原子力規制委員会になってますけども、放射線障害防止法という法律があって、ほとんど電離則と
同じ規制があるというのは事実です。 

〓公〓は、例えば、放射性物質あるいは放射線発生装置の使用許可という、まず使用する段階で
の許可規制、いわゆる業としての規制を行っています。ところが、実際の内容に関する規制、行為
規制とか、あるいは場所に対する環境規制というのはほとんど同じ内容になっていると。なおか
つ、放射線防護の基準については、放射線審議会があって、その場で調整することになってますか
ら、それは一致しているという形が取られてるということです。 

今、森山さんがおっしゃった観点で言われるならば、ただ、他の法律では、いわゆる司法警察権
を持った取締機関ではないので、単なる行政警察権を持った取締機関でしかないので、そういった
意味では、労働基準監督機関がそういう規制に関する法律を所管してるというのは、大変大きな意
義は、独自の意義はあるとは思います。以上です。 

三柴：まさに、前に紹介させていただいた JCO の東海村の事故においても、結局、安衛法上は安全管
理者にやるべき仕事をさせていなかったっていう処断になったわけだけれども、じゃあ何をやるべ
きだったかっていうと、原子力規制法上の許可条件をちゃんと守らせなかったっていうことなん
で、筋は。結局、だから労働基準監督が動ける条件で、他法が労災防止に寄与するのであれば、そ
のコンプライアンスを図らせる。で、そこに労働監督資源を使えるっていう言い方もできるわけで
す。 

実際、どうなんですか。監督の実務として、他法のことまで意識するもんですか。 
森山：あまり、正直、知識がないというのが、私自身について言えば、割と知識がないというのが実

情で。 
三柴：無理ないですよね。 
森山：エレベーターは建築基準法と整合していたり、両方で取り締まったりというのがありますけ

ど。近藤さん、いますか。 
近藤：はい。 
森山：近藤さんはいかがですか。 
近藤：そうですね。ちょっと私も他の法律の中身までは、さすがに知らないし、知ってても、あくま

で個人的に知っているっていうレベルなので、あんまり無責任なことも言えないなっていうところ
があるので、どこが所管してるのかなっていうことぐらいは意識するかもしれないですけれども。 

それこそエレベーターとかであれば、自治体に言えばすぐ直るみたいな話を、昔の上司は言って
いたような気がしますし、自動車運転手だったら、もう陸運に通報すれば、許認可権限持ってると
ころは強いなっていう意識はあるのですけれども、やっぱその程度の意識しかないかなとは思いま
す。というのが、これも私の個人的な実情、他の人は分かんないんですけれども、そういう感じで
す。 

森山：ありがとうございます。 
三柴：歴史をたどると、そもそも工場法で安全衛生規制をやる直前は、機械安全中心に、自治体であ

ったりとか、警察が管轄する法規として運用されてたわけです。それが、工場法ができることで、
一応、労使関係の下で安全衛生を包括的に確保していきましょうっていう形になって、それが 72
年の安衛法で、より整備が進んだと。で、内容も充実化したっていう経緯だと思うんですけれど
も。 

藤森先生が講義資料でよく示されているように、安衛法の規制の対象っていうのは非常に多様
で、労基法に一つの淵源（えんげん）があるということで、労使関係の体系に無理やり収めるとし



ても、場であったり、それから作業、行動であったり、人であったりということで、労災を防ごう
と思うと、いろんなものに着眼して、危険源と捉えていかないといけないということですよね。 

そうすると、例えば、最近の化学物質対策でも、リスクをベースとしたアプローチをすると。単
に、全部危ない物として敵視するんじゃなくて、どうやって化学物質と折り合っていくかっていう
発想を採るとなると、結局、環境省所管の PRTR であったりとか、ああいうものとなるべく整合さ
せていくと。向こうのほうがリスクベースにどんどん動いていってるので、ちょっと遅ればせなが
ら厚労省のほうもそちらに合わせていって、なるべくその書式も同じ物を使い回せるようにと。事
業者にあれこれ役所巡って書類出すみたいなことは手掛けないようにしようっていう方向に進んで
いってるので。 

統合を、少し役所のほうでも横つながりで考えてくれよっていう趣旨がここに含まれてるんだっ
たら、それはそうだなと思うんです。ただ、実際、前にも話して頂いた半田さんがそれをやろうと
した、つまり化学物質管理を一元的に行える枠組みをつくる構想が半田さんにはあって、それをや
ろうとしたら、もうほんと、縦割り構造の縄張り意識でえらい目に遭ったっていうことは聞いてま
すので。 

森山：先ほど、三柴先生が整理されたとおりですが、戦前はボイラー規制っていうのは、完全に警察
命令で単独で決まっていて、特に労使関係には関係なく、そういう製造流通許可っていうのがなっ
てたと思うんですけど、安衛法第 1 条の関係で、その目的に沿わないものは、場合によっては適用
がないんじゃないかっていう感じがちょっとありまして。 

というのは、例えば、安衛法の 61 条の 2 項に、（何人にも適用される）無資格運転の禁止規定
がありますけど、それは産業労働の場以外の場には適用しないという通達があるんですが、それ
は、多分、第 1 条の目的から来てると思うんですけども。それは 61 条の 2 項の、その規定文理上
は特にそういう限定はないんですが、恐らく 1 条の関係で、そういうふうに限定されてると。 

したがって、ボイラーとかクレーン自体も、産業労働以外のところには、もしかしたら適用され
ないのかという問題が多分出てくると思うんです。工場法ってのは場の法律だったんで、工場自体
には全部適用されたわけですけど、戦後、労使関係を軸にというか、労使関係だけでやるというふ
うに、ちょっと限定されてしまって。 

安衛法になっても、それを軸にやってきていたので、そのために一人親方というのがいないもん
だとされてしまって。特に、一人親方が負傷しても公衆災害にもならないし、でも労働災害でもな
いみたいな形で、隙間に入ってしまったのかなっていう感じがちょっとあるんですけど。 

それによって、何か労働法でやってしまうことによって、隙間に落ちてしまうような事案ってい
うのが、結構ちらほら、われわれの業務でもあるもんですから、労働法でやるにしても、例えばボ
イラーなり、そういう一人親方なり、産業災害ということであれば、もう逆に腹をくくって、全部
やるんだっていうことで安衛法で決めてしまえないかなってのが私の考えとしてちょっとあって。
この危険源は安衛法でやるっていう、それは労働災害に密接に関わるという点では、そういうふう
に（一定の危険源を）選ぶんですけど、適用に関しては全面適用するというような形でもいいのか
なという、ちょっとあまりにも、私見ですけども。 

三柴：森山さんは関心を持たれてると思うし、実はイギリスで当時は書記官をしてらして、向こうで
親しくなった行政官も、イギリスにいる間にすごい関心持ったっていうのが、自治体との連携なん
です。 

森山さん、近藤さんも関心お持ちだと思うんですけど、内田さんもかな。要は、イギリスだと
HSE って安全衛生の、国の専門機関がありますけども、ここでの検査官っていうのは、要するに専
門性が高いんだけれども縦掘りなんです。自治体の人たちのほうの仕事の仕方は、横に広いと。だ
から専門性がそんな高くないので、博士号持ってるみたいな人はほぼいないんだけども、しかし労



使関係にとらわれずに、危ないものはみんな危ないって言えるみたいな、そういう便利さがあるら
しいんです。それは日本ではどうなんですか。 

森山：安衛法に決まってないような製造規制なんかは、やっぱりこちらからは特に権限がないという
形になるんじゃないでしょうか。例えば、一般的な機械が欠陥がある場合は、ある程度は 43 条の 2
とかで、回収命令っていうのがありますけど、それにそぐわないような物も、1 品物ですとか、そ
ういった物は製造者の責任はちょっと問えないというか、そちらに指導はしてない。本来はすべき
かもしれませんけども、してないんです。 

リスクアセスメント指針も、ちょっと日本化されてるというか、労働法化されているというんで
しょうか、機械包括安全指針っていうのがありますけど、あれも事業主さんにも製造者と同様の責
任を負わせてるという、それ自体は、この社会にあったやり方なのかもしれないと思うんですけど
も、やっぱり製造者への取り締まりという面ではちょっと弱いですし、（指針の法的な形式も）通
達に過ぎませんので。 

そういう形で、例えば機械というものが労働法化され過ぎると、実質的に改正が難しいという
か、是正が難しかったり、用語が難しかったりというのが、実際にはあるのかなという形がありま
す。 

三柴：ごめんなさい。安全衛生法の面白さであり、難しさの一つは、要するに厚労省でいうと、旧労
働系っていうのは労使関係注目で、労使間の利害の調整を図ろうとすると。他方で、厚生系ってい
うのは、お医者さんが偉くて、要は科学的に予防や治療を考えるっていうことばっかり考えてる
と。 

同じ労働系の中でも、安全衛生っていうのは技術系と事務系がいて、技術系のほうは理系なんで
医者に近い発想で、要するに労災防げればいい、リスクを防止できればいいって発想ですよね。
で、事務系は、労使間の利害をどう調整するかっていうことに、やっぱりこだわりがあるっていう
ことだと思うんですけど。要するに文理総合って言えば聞こえはいいんだけども、そこの調整が要
ると。 

例えば、テレワークなんですが、このテーマでも、安衛法も事務所則も自宅までは適用ないんで
す。だけど、フリーランスまで安全衛生を考えるってことになると、何か口出さなきゃいけないわ
けです、安全衛生政策は。 

それで、結局、今、検討会で事務局のほうが考えてることっていうのは「結局、チェックリスト
みたいなの作って、自己点検をしてもらうっていうこと以上には言いようがないよね」っていう。
そこまで規制を広げちゃうと、労使関係の発想からいくと「使用者が家の中まで口出すのか」と。
「そこ、プライベートな空間でしょ」ってことになってきちゃうわけです。 

だから、そこでの法の縄張り感覚っていうか、体系性という名の下でのある種の縄張り。良く言
えば、縄張りと体系を決めることで、法の運用がうまくスムーズにいくようにするっていうことと
の関係で、なかなか難しいなって思ってたんですけど、鎌田先生、そこ、どの辺あたりまで規制伸
ばすべきだとお考えですか。鎌田先生は、政策、法解釈ともに、日本をリードされてると思います
ので、ぜひご意見をうかがいたいと思います。 

鎌田：どうもありがとうございます。すごく難しい問題で、今、どこからお話ししたらいいのかっ
て、ちょっと考えてたんですけど、今、テレワークとかフリーランスの話が出てきたので、ちょっ
と政策立案レベルでの話をしていきたいなというふうに。というのは、私自身が、これは三柴さん
もよくご存じのように、雇用類似ということで、数年前からフリーランスの保護を図るということ
で、立法化を目指して厚労省の中で研究会で議論していたという経緯がありますので、安全衛生だ
けに限らない話だったんですけども、少しその辺の話もしようかなと思ったんですけど。 



実は、このフリーランスの問題というのは、皆さんもご存じかと思いますが、公正取引委員会
と、それから経済産業省と厚生労働省がばらばらに、それぞれの所管だというふうに思っていると
ころを、研究会を開いて、それぞれルールを作りましょうという話になっていたんです。 

それで、その中で、ところが内閣官房が途中でこれじゃまずいということになって、内閣官房
で、中心となってリーダーを取りながら法案作成、具体的にはガイドラインを作って、今現在、フ
リーランス新法を作って国会に提出しようというふうになっているんですけども、その中で考える
というか、困ったなというか、困ってもいないんですけど、結局はフリーランスの取引と、それか
ら就業環境整備、安全衛生もそうなんですけど、誰がルールを決めて、そして、どうやってその実
効性確保するのかという問題が、特に行政としては非常に気になるところだったんです。 

それで、それがなかなかうまくいかないと。で、今度のフリーランス新法でも、ハラスメントと
か、あと出産、育児の配慮も、これは厚生労働省がやりますと。あと、解約も厚生労働省がやりま
す。取引については公正取引委員会がやりますということで、しかも、今度のフリーランス新法、
まだ提案、具体的な、国会には出てませんけども、違反があった場合には、行政指導をしていくと
いうことで、具体的にどこがやるかというと、それぞれ、今現在の管轄で分けたんです。というこ
となんです。 

ここまでは経過の話なんですけど、今、皆さんがおっしゃってるように、あと三柴さんがおっし
ゃってるように「安全衛生っていうのは労使関係に限定されないよね」って言った瞬間に何が起き
るかというと、恐らく、経産省が「じゃあ、経済産業的な視点でこの安全衛生の問題も考えられる
よね」「環境庁も必要だよね」というようなことになって、また、恐らく、またというか「厚労省
だけではできないよね」って話になると思うんです。 

森山：ありがとうございます。難しいですね。これ、例えば ILO の機械防護条約ですとか、ああいう
形で、あれは今、改正が議論されてますけど、例えば ILO 条約でうまく決まれば、もしかしたら全
て安衛法で規制するっていう形に、もしかしたら、それの国内実施法として、安衛法であるってい
うふうになるのかもしれないですけど。 

確かに、ちょっと最近、ILO で安全衛生政策っていうこと自体が、あんまり機動的に生きてない
のかなという気もちょっとしてて。 

三柴：イギリスは、確かに、ビジネス・イノベーション省とかつくって、ある程度政策包括考えたと
思うんですけど、他の、例えばドイツの動きなんかも踏まえて、日本のこと考え直すと、労使関係
に着眼して為政をやってきた、為政ってのは政治を為にするっていう為政ですけど、為政をやって
きた厚労省の枠組みってのは、私は活用できると思っているんです。 

ただし、モデルチェンジが必要だと思っていて、それは、「ほんとにかわいそうな人って何なの
か」っていうことを考え直すことだと思うんです。それを労働者性って概念的には言ってきたんだ
けども、今一形式に走り過ぎて、ほんとにかわいそうな人を考えてきてない感じがするんです。 

ドイツなんかだったら、労働 4.0 っていう報告書出して、それで、要は今までの労働組合がもう
少し社会的な存在になって、単に労働者の味方をするんじゃなくて、社会的にかわいそうな人たち
の味方になって社会的な意義を発揮するっていう方向性を出してると思うんです。 

その延長で言うと、例えば化学物質管理でも、経産省も化学物質管理やってるんだけれども、経
産省の中で、その担当って、はっきり言ってエリートではないと思うんです。だけど、厚労省にと
って、化学物質管理ってのは重要な政策なんです。 

だから、広い意味で立場の弱い人を救うっていう社会的役割っていうのを見直すんだったら、厚
労省がつくってきた脈絡っていうのは、多分役に立つんじゃないかって思うんです。 



ただ、その時、あまり弱い人をレッテル貼りでいってしまうと、社会的に支持を受けないってこ
とに多分なってしまう。そういう時代に、今、入ってきてると思うんで。機械の規制でも何でもそ
うなんですけど、そこは大事かなと。 

あと、経産省は、確かに出すペーパーって人目引くし、新しいこと満載で刺激的なんですけど、
ちょっと薄っぺらいっていうか、流行を追いすぎてる感じがするんです。経産省の人の作るペーパ
ーって。頭いいなと思うんだけど、そこはもう少し腰を落ち着けて、厚労省のほうで、議会でいう
と、衆議院に対する参議院的役割を果たしてほしいなっていうふうには思ってるんです。 

われわれも、だから、そういうののお手伝いできるとこはしなきゃと思ってるんですけど。 
鎌田：だから、三柴さん、今、言ってくれたように、ドイツとイギリスってのは、それでもフリーラ

ンスの問題っていうのは、一種の就業条件についての問題だって押さえで、〓保護法〓だって考え
てるわけね。 

三柴：そうですね。 
鎌田：それは、要するにドイツもイギリスもエンプロイーだけじゃなくて、ワーカーも保護するし、

労働者類似のもの保護するっていう、そもそもがそういうシステムで成り立ってたんです。で、そ
ういうシステムがない国は、例えばフランスなんかは立法で保護するっていうことになってるわけ
だね。 

だから、私なんか目指したのは、雇用類似の検討会でも、やはりドイツとかフランス、あるいは
EU のように、確かに狭い意味での労働者じゃないんだけど、まさに働く者の就業環境保護、これ
をやっぱり考えるべきであると。そうした場合には厚労省的な視点っていうか、労働法の体系って
のは参考になるんじゃないかと、こういう視点でやってみたらどうかというふうに思ってやってき
たわけです。 

三柴：先生、そこ、前、リチャードの話を聞いてて、ついぞ思ったんですけど、結局、労働法が味方
をしてきたはずの、ある意味商売ネタにしてきたはずの労働組合が、僕はやっぱり開発精神なさ過
ぎると思うんです。 

やっぱり甘えちゃってて、上から降りてくる汁を欲しがるところばっかり論理付けしてきてるっ
て感じがあるので、そこは、僕は既に NPO って、いろいろ面白いことやって、だいぶ発展してき
てる。どうしようもない NPO も多いけど、どうしようもある NPO も結構あるので、地域の若者
支援してるとか、いろんな独自の活動してるところと労働組合が組んで、ネット、オンラインも使
って、新しい社会的なレイヤーを作ってくっていう方向にいかないといかんのじゃないかなと。 

だから、とにかく開発精神がないと、多分、社会的には生き残らないので、そこは連帯しなきゃ
というのは思ってるんです。 

鎌田：もちろんそう。 
森山：ありがとうございます。 
三柴：森山さん、戻します。 
森山：すいません。他の先生にもちょっと聞きたくて、今日、大幢先生、いらっしゃってますか。す

いません。聞こえておりますでしょうか。 
大幢：はい。 
森山：よろしくお願いします。研究の立場からのご意見を頂戴したくて、あまりにも雑ぱくで申し訳

ないんですけども、何かご意見があれば伺いたいのですが。 
大幢：研究の立場からして、立場っていうか、あとはいろいろ、われわれ労働災害の調査やってるっ

て立場からすると、私、建設関係なんですけど、やっぱり同じ災害でも、例えば、一つ、足場が倒
れるにしても、労働者が被災するのか、同じ足場で歩行者が被災するかによって扱いが違うってい
うところが、少し困ってるっていうかですね、同じ足場なんですけど強度を、足場の強さを決める



っていうのが、大体、厚労省のほうの基準で決まってるんですが、ただ、それがどっちに倒れるか
によって異なってくるっていうところが悩ましいところではあります。 

森山：ありがとうございます。 
大幢：例えば、建築基準法なんかにも少しあるんですけど、やっぱりメインは、足場については厚生

労働省、例えば、朝顔って分かりますか。 
森山：はい。 
大幢：朝顔自体は足場に付ける物なんですけど、飛来落下防止に付ける物なんですけど、あれは歩行

者用の物だと思うんです。国交省の建設工事公衆災害防止対策要綱という、確か告示か何かだった
か、そういうようなものですけど。というところが、いろいろ重なる部分があるっていうのは非常
に悩ましいところではあります。 

森山：ありがとうございます。今、ご指摘ありました朝顔っていうのはこれなんですけども、確かに
朝顔っていうのは安衛則で何も決まってないので。 

足場というのは、高さ 10 メートル以上の物ですと、機械等設置届があって、労基署が事前審査
するということになっているんですけれども、朝顔が、もし安衛則で決まっていれば、非常にその
中での指導もしやすい。現状も、もちろん、朝顔を付けなさいという指導はしてるんですが、あく
までも指導ベースで、特に労働法上の根拠はないものですから、労基署からは強制的に指導はでき
ないと思うんですけども、やはり公衆災害防止というためには非常に重要な設備なので、例えば、
こういうことも積極的に労働法のほうでやっていけば非常に効率がいいかなという気が、私もしま
した。 

大幢：あと、土止めってありますよね。溝掘削の土止めとかも、あれも公衆対策要綱なんかで書いて
あるんですが、それ自体も、ちょっと違いますけど。 

森山：ちょっと小さいですけど。小さいですね。 
大幢：労働者の場合は、今、人がいたんですけど、労働者のための土止めというような概念なんです

が、国交省の場合は、労働者というよりは近隣の建物に影響を及ぼさないとか、そういう概念で設
置するってことになっていて、そこがちょっと微妙なところかなっていうふうに思っております。 

そうですね。この家のそばとか●。 
森山：こういう形で。 
大幢：そうです。あるいは埋設管を傷つけないとか、そういうような概念だと思います。 
森山：ありがとうございます。すいません。柳川先生、いらっしゃいますでしょうか。 
柳川：おりますけれども。 
森山：ぜひともご意見を頂戴したいんですけども。 
柳川：正直申し上げまして、一般論になってしまいますけれども、このご提案をされた方ってのは、

そのほうが効率がいいじゃないかという観点だったんだろうと思うんです。 
要は、機械は機械、化学物質は化学物質で、1 つでまとまって 1 つのグループで管理する、1 つ

の法律で管理するほうが効率的ではないかというご意見だと思うんですけれども、非常に抽象的な
言い方になってしまうんですが、あまりに効率化するって、結構危険な部分もあるんです。1 つの
グループが 1 つの方向に向かってわっと動き出してしまうと止められないんです。そこは、●は別
なグループがいて、そこで、労働安全であれば安全の専門家がいて、それに対してコミットしてい
く。 

逆に、最近、経産省さん、化学物質なんかだと、かえって厚生労働省のほうがあまりうるさいこ
と言わなくて、経産省のほうがうるさいっていうような泣き言をよく事業者から聞きますけれど、
そういった、やはり専門家的な人たちが他にいて、足を引っ張るって言ったらあれですけど、いろ



んな意見を出してくるっていうのも一つの在り方かなという気はします。ちょっと抽象的で申し訳
ないんですけれども。 

森山：ありがとうございます。確かにおっしゃるとおりで、国交省、私も経産省っていうのは詳しく
ないんですけど、国交省が、例えば公衆災害防止であれば、厚労省は職場の安全というところで。
確かに、職場の安全ってのは外から見えないので、労働行政が、仮に撤退した場合、多分、社外に
は出てこない話になってしまうというか、労働災害自体が密室の話になるのかなというのは、非常
に、これはもう危機感としてあるんですけども。そういった、いろんな立場からやるっていうのは
非常に重要なのかなと、私は確かに思います。 

すいません。他の先生方にもご意見をお聞きしたいんですけど。 
原：よろしいでしょうか。 
森山：はい。 
原：原でございます。もう 1 回、提案の文章を共有画面に映していただいてよろしいでしょうか。 
森山：すいません。 
原：この技官の方がこの提案を、どのような動機というか、思惑でなさったかというところです。分

野が非常に広範囲故に、どの局面でどのような弊害が出てるのか。例えば、非常に広範囲過ぎて、
後進の監督官を育成するのが非常に手間が掛かるとか、あるいは現場の監督官が非常に手間取ると
か、あるいは逆に、他法と重複するものがある。何か安衛則のある規定が適用できるか適用できな
いか、ぎりぎりまで迷っていた。だけど別な系統の、あるいは別な管轄の法律を適用すれば、すん
なり解決できたのになというようなものなのか。どのような動機、あるいはどのような局面でどの
ような弊害をご覧になりながら、この方、提案なされたのかなというとこです、あと問題は。 

森山：ありがとうございます。この技官の方は、ちょっと意図は分からないんですけど、消極的に考
えるなら、わざわざいろんなところと重複する必要ないんじゃないかっていう。なので、厚労省が
撤退するか、あるいは他のところ、すいません、労働法だけでやっていくかっていうようなところ
もあるかもしれないですし、もしかしたら業者に、われわれにとっては事業者にとって非常に非効
率なところがあるっていう考えなのかもしれないですが、ちょっとその辺は、どういう意図で
……、そういう方も確かにいます。周りにそういった考えを持つ職員の方、いますけど、この方が
どういう意図だったかというのは分からないんですが。 

私のほうでこれを取り上げた理由は、その提案文から少し離れてもいいので、労働法で規制をし
ていく意味というのをちょっと考えられたらなというのが趣旨ではありました。 

原：分かりました。ちょっと私もいろいろ変なとこ飛んで、すいませんでした。 
森山：いやいや、とんでもない。他の先生方にもお聞きしたかったんですけども、時間もありますの

で、次のほうに行きたいと思います。 
（同日終会時コメント） 
井村：井村です。本日、どうもありがとうございました。私の報告書の関係で言いますと、最初の、

（他の法令と）規定が重複してるっていう辺りの話は興味深く聞かせていただきました。 
ちょっと思ったのは、私の報告書の担当が機械に関するものでしたので、機械に関してどうする

かっていうのは、確かに調べてる中でもほんとにいろんな法律が関わってきていたので「どうする
か。でも法律の目的も違うしな」とか、そういうことを考えながらやっていたんですけれども。 

ふと思ったのは製造面、構造規格とか、そういうところと、あと、実際の運用における、主に検
査関係、そっち分離して、安衛法は基礎的なところっていうことで、特定機械等に関する許可制で
あったり、あるいは構造規格であったりっていうところをひとまとめにした上で、機械の運用に関
しての検査については、必要な法律、例えば発電所関係でボイラーとか圧力容器とかっていうのが
ありますし、あと港湾法でクレーンに関する技術上の基準とかっていうのがあるので、そういう検



査、特定の法律の目的に則した検査なりっていうものを、安衛法と切り離して、そっちで全部やっ
てもらったらいいのかなというようなことは思いましたけれども。 

要するに安衛法を一般法にして、必要な規定、それにさらに付け加えるような規制があるんだっ
たらそっちの法律で全部検査も含めてやってくれみたいなことを、ちょっと考えましたけれども、
まとまってるわけではないので、感想ということであります。以上です。 

浅田：浅田です。今日、発言したことに関して、若干補足を、まずしたいと思います。重複規制につ
いて、一番最初に議論されましたが、そのページの下の所に、具体的にエレベーターと建設用リフ
トについては、建築基準法にも規定があるから、国交省に移管すべきではないかという……、今、
出していただいてます。これです。55 番です。 

森山：55 番でしょうか。 
浅田：それについて、ちょっと具体的な話をしたいと思います。これを主張された気持ちはすごいよ

く分かります。ただし、まず第 1 点目に、エレベーターのうち、例えば工事用エレベーターとか、
建設用リフトについては、仮設物ですので。建築基準法はあくまで本設の構造物、建築物が規制対
象としてますので、それが外れてしまうというのが 1 点。 

それと、あと重複規制といっても、対象となる設備が 2 重に規制されてるんじゃなくて、森山さ
んが注に書かれてるように、工業的業種のみが労働基準業者が担当しているという種分けになって
ます。だから、別に規制される側にとっては負担の問題はないということです。 

なぜ、こういうことを主張されるかというと、実はエレベーター、まず設置届については、建築
確認済証というのを出せば、基本的に設置届を独自に作る必要ないんです。それと、あと、落成検
査も（建築基準法に基づく）検査済証があれば不要になってしまうと。従って、落成検査にもタッ
チしてないのに、実は変更検査と使用再開検査は監督署がやるということになってるので、そうい
う違和感を覚えられてることが原因かなと思います。 

ただ、やはり現状できちっと機能して、そういう重複規制の弊害もないので、これはこれでいい
と思います。ただし、現行の問題点といえば、構造規格、それぞれ建築基準法でいう構造規格に相
当する基準と労働安全衛生法の基準がほぼ同じなんですけど、どちらかというと建築基準法の技術
基準のほうが速やかに更新されて新しいものに対応してるんです。やはりその対応が遅れてるとい
う面では本省に頑張っていただきたいなというのがあります。 

それと、あと費用徴収の話、したんですけど、それはご存じだと思うんですけども、労災保険法
の 31 条の 1 項の 3 号で「事業主が故意または重大な過失により生じさせた業務災害の原因である
事故があった場合は費用徴収することができる」ということで、実務上の運用としては安衛法違反
で、いわゆる検察庁に立件して送った事案のみを対象として費用徴収としてるということなので、
別に数的には極めて限定されてますので、だから保険制度を逸脱するとかいう批判は当たらないと
思います。以上が補足したいことです。 

あとは、私は途中から参加させていただいたんですけども、諸先生方の大変多岐にわたる建設的
かつ広範なご議論については、大変感服いたしておりまして、ほんとに参加させていただいてよか
ったなと思っております。ほんとに皆さんに感謝いたしたいと思います。ありがとうございまし
た。以上です。 

三柴：浅田先生、すいません。ちょっと確認です。先ほど言われた、要は使い始めた後の変更検査と
か、使用再開検査とかについては監督署、労働監督のほうが行うけれども、その前の使う前のほ
う、落成とか、あるいはその前とか、そちらについては何だっていうふうにおっしゃったんでした
っけ。 

浅田：建築基準法で、まず建築確認、今、承認審査やって、あと個々の重要な設備については検査を
行います。建築基準法を所管する、いわゆる市町村がです。そこで、エレベーターについては同種



の検査を行いますので、そこで検査済証、その検査に合格した証明書があれば、自動的に労働安全
衛生法に基づくエレベーターの検査証を交付します。 

従って、落成検査は監督署はやりません。一方、その後、重要な設備を変更した変更検査である
とか、有効期間があるんですけども、長期間休止しましたと。有効期間を超えて休止しました。そ
れを再開しようとする時は、使用再開検査というものが監督署で行うことになってるんですが、そ
れについては監督署が専管で対応していると、そういう意味です。 

三柴：なるほど。先ほど、業種によって、工業的業種であるかどうかによる区分はあるという話だっ
たんですが、今のお話はそれとの関係はどのように関わるでしょうか。 

浅田：そもそもが、業種が、ここに、今、映りましたけど、工業的業種に限定されてます。そこの事
業場に設置されたもの。 

三柴：重複の可能性があるのが、その業種に限定された話だってことですね。 
浅田：そういうことです。 
三柴：よく分かりました。ありがとうございます。 

 
54 法令の簡略化（特化則等、エレベーター） 
提案文 より一層の簡略化（有機則と特化則の統合。エレベーター＆リフトの国交省への一本化等。（00160

技官（1）） 
※→反対の意見として、5 参照 

結果 未検討。ただし、5 も参照。 
森山註 エレベーターや簡易リフトは、昇降機ないし小荷物昇降機として建築基準法で規制しており、安衛

法と二重規制となっている。 
業種 適用法令 
工業的業種（労基法別表第 1 第 1 号～第 5 号＝製造業、鉱業、建設業、運輸交
通業、貨物取扱業）の事業場に設置されたもの 

労働安全衛生法 
建築基準法 

 主として一般公衆の用に供されるもの 建築基準法 
非工業的業種（上記以外）の事業場に設置されたもの 建築基準法 

※その他船舶安全法などの適用除外あり。 
令和 2 年の災害発生件数（全国） 休業 4 日以上・死亡 死亡 
エレベーター、リフトを起因物とする災害 159 3 
労基署と都道府県の間で違法エレベーター・簡易リフトの通報制度あり。 
違法なエレベーターや簡易リフト（昇降機ないし小荷物昇降機）を労基署が発見する場合も少なく

ない。 
用語定義の範囲の違いにより、簡易リフトであっても、小荷物昇降機にあたらない場合があり、安

衛法上違反でなくても建築基準法で結局違反となる場合がある。 
煩雑さとしては、建築行政への建築確認のほか、工業的業種（労基法別表第 1～5 号）の事業場に

ついてはエレベーター設置届、エレベーター設置報告書、簡易リフト設置報告書を労基署にも届出る
必要があること。 

安衛法が適用されるエレベーターのうち積載荷重 1 トン以上のものについては特定機械等に該当す
るので、検査証や性能検査がないと使用不可。 

ただし、安衛法の規制が外れ、かつ労基の管轄外となった場合は、労働災害の重要な起因物である
のに、指導が難しくなる。以下、エレベータの規制を廃止した場合の適用条文。 

クレーン則、エレベーター構造規格が適用されない場合のエレベーターに対する安衛則の規
制 



   
墜落の危険については、安衛
則第 519 条（作業床の端への
墜落防止用の囲い等、墜落制
止用器具の使用）。エレベー
ター構造規格では、乗場戸及
び乗場戸ロックの設置義務違
反。 

安衛則第 108 条の 2（ストロ
ーク端の柵等）。エレベータ
ー構造規格では、乗場戸及び
乗場戸ロックの設置義務違
反。 

特に規制なし（敢えて言え
ば、安衛則第 104 条（運転開
始時の合図）、第 107 条（掃
除 等 の 場 合 の 運 転 停 止
等））。エレベーター構造規
格では、戸開走行保護装置設
置違反。 

 

 
55 構造規格中の「使用制限」規定 
提案文 構造規格に関しては、墜落制止用器具の規格第 2 条（使用制限）は、主として事業者（ユーザー）に

対する規制であり、構造規格としてのおさまりが良くない。 
（00283 元監督官（3）） 

結果 未検討 
条文 労働安全衛生法 

（譲渡等の制限等） 
第四十二条 特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必

要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用す
るもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、
譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。 

墜落制止用器具の規格（平成三十一年厚生労働省告示第十一号） 
（使用制限） 

第二条 六・七五メートルを超える高さの箇所で使用する墜落制止用器具は、フルハーネス型のもの
でなければならない。 

２ 墜落制止用器具は、当該墜落制止用器具の着用者の体重及びその装備品の質量の合計に耐えるも
のでなければならない。 

３ ランヤードは、作業箇所の高さ及び取付設備等の状況に応じ、適切なものでなければならない。 



森山註 プレス機械又はシャーの安全装置構造規格第 20 条第 1 号「一 スライドの作動による危険を防止
するために必要な長さにわたり有効に作動するものであること。」も同様と言えるかも知れない。 
しかし、販売者が、ユーザーの使用状況を把握しつつもそれに違反した機械等を譲渡することを禁止
する趣旨であれば構造規格に含める意義はあるとも言えるのではないか。 

 
56 健康診断を労働者本人の実施義務とする 
提案文 健康診断の実施義務は、事業者ではなく、社会保険など他の健康診断と統合して、労働者本人の受診

義務に変えて、その健診結果を事業者に提出するようにすべきと思料される。（00141 技官（2）） 
結果 未検討 
 
 
57 小型ボイラー設置報告書等の廃止 
提案文 各種報告書の廃止について 

ボイラー則及びクレーン則で定められている各種報告書（3 トン未満のクレーン等、1 トン未満のエ
レベーター、小型ボイラー）について、各製造業者の機械性能の向上及び当該機械に係る事故の減少
等により、監督署への設置報告は不要であるものと思料します。（安衛法第 100 条） 
（00205 技官（2）） 

結果 未検討 
森山註 クレーン等設置報告書、エレベーター設置報告書は、紙ペラ 1 枚で機械の性能については種類・型

式、トン数しか記入がいりません。 
図面も安全装置の有無も記載するところが無く、実地調査をするために利用する意外に意味があり

ません。その報告書をもとに「審査」はできません。 
小型ボイラー設置報告書は、色々書類を添付してもらうので、例えば給水能力が十分かというところ
をチェックしています。 

 
http://fuji-
mainte.co.jp/%E7%9F%A5%E8%AD%98%E3%81%AE%E6%B3%89/%E7%94%A8%E8%AA%9E
%E9%9B%86/%E7%94%A8%E8%AA%9E%E9%9B%86-%E3%81%95%E8%A1%8C/ 

 
 

http://fuji-mainte.co.jp/%E7%9F%A5%E8%AD%98%E3%81%AE%E6%B3%89/%E7%94%A8%E8%AA%9E%E9%9B%86/%E7%94%A8%E8%AA%9E%E9%9B%86-%E3%81%95%E8%A1%8C/
http://fuji-mainte.co.jp/%E7%9F%A5%E8%AD%98%E3%81%AE%E6%B3%89/%E7%94%A8%E8%AA%9E%E9%9B%86/%E7%94%A8%E8%AA%9E%E9%9B%86-%E3%81%95%E8%A1%8C/
http://fuji-mainte.co.jp/%E7%9F%A5%E8%AD%98%E3%81%AE%E6%B3%89/%E7%94%A8%E8%AA%9E%E9%9B%86/%E7%94%A8%E8%AA%9E%E9%9B%86-%E3%81%95%E8%A1%8C/


58 使わない条文の整理 
提案文 よく使用する条文と、そうでない条文の二極化している。また、時代に応じて使用しない条文も多く

なってきているため、条文によっては、法令から落とすなどの整理もすべきだと思われる。（00040
監督官（1）） 

結果 未検討 
 
59 ダイオキシン類規制の見直し 
提案文 労働安全衛生規則第三編第一章の二廃棄物の焼却施設に係る作業。 

（00076 監督官（2）） 
結果 未検討 
 
■質問 4（その他） 
60 ◇外部専門家制度の充実 
提案文 労働安全衛生法の目的を達成し、事業者がその責務を果たすためには、外部専門家（専門的機能を持

つ機関も含む。）を活用するための新たな資格制度を導入（創設）することを検討すべき。例えば、
法第 28 条の 2 のリスクアセスメントを事業者が適切に行うためには、外部専門家の活用を図れるよ
うにすべき。現在、労働安全衛生の専門家として労働安全衛生コンサルタントが規定されているが、
現行の規定では、このような専門家が積極的に安全衛生法の執行に関わるものとはなっていない。労
働基準行政で、地方での技官の採用を止めている状況を踏まえると、行政としても外部専門家の積極
的な活用を図る必要がある。 
（00228 元技官（1）） 

結果 未検討 
 
 
61 ◆国際規格を踏まえた外部機関規制等の見直し 
提案文 労働安全衛生法では、法の目的を達成するため、検査・検定、試験、教育等の業務を外部の機関に委

ねる仕組みとしている。これらの機関については、法令で一定の要件を定めているが、国際的にみる
と、その要件は緩く、見直しが必要と思われる。我が国は、TBT協定を批准しており国際的なルール
と 遜色な い制度 とする必 要があ るが、 現行の要 件をみ ると、 品質マネ －ジメ ントシ ステ ム
（ ISO9001 ） 、 試 験 所 ・ 校 正 機 関 の 認 定 （ ISO/IEC17025 ） 、 製 品 認 証 機 関 の 認 定
（ISO/IEC17065）等を意識したものとなっていない。グローバル化が進む中で、我が国の制度がガ
ラパゴス化しないためにも、労働安全衛生法の下で、重要な役割を担うこのような機関のあり方（期
待される役割の十分な発揮）について規定を見直す必要がある。  
（00228 元技官（2）） 

結果 議事録参照。 
森山註 TBT 協定について 

https://www.jisc.go.jp/cooperation/wto-tbt-guide.html 
議事録 （2022 年 11 月 12 日） 

三柴：これは、ひょっとすると、ちょっと日本の方にぴんとこられない面があるかもしれないんです
けど、オランダの労働衛生機関とかっていうのは、結構、事業者から委託を受ける資格が厳しく問
われていて、単に衛生の仕事、業務を的確に果たせるっていう専門性の部分だけじゃなくて、会計
がしっかりしてるかとか、ちゃんとスタッフが整ってるかとか、そういうところまで評価基準に入
ってるんです。 

https://www.jisc.go.jp/cooperation/wto-tbt-guide.html


その評価基準自体を、国であったり、国の関係団体っていうか、業界団体で信用できそうなとこ
ろが作ってたりして、で、国がそれを後押しするみたいな仕組みになってるので。要するに、外部
専門機関、日本で検定機関とか、研修機関とか、そういうところの適格性が結構厳しく測られる仕
組みになってる。それも、くどいですけど、専門性だけじゃなくて、運営体制として、持続性が担
保できるかみたいなところが測られることになってるんです。それを言ってると思います、この方
は。 

森山：ありがとうございます。今、TBT 協定のところを出してるんですけども。 
三柴：この技官の方が何でそれを言い出したかっていうのは、ちょっと興味あるんですけども、実際

問題、そういう外部専門機関っていうか、外部の機関が、そういう基準がしっかりしてないがため
に運営がうまくいってないとかっていう例を目にされたっていうことですかね。 

森山：そうでしょうかね。そこはちょっと具体的に書かれてませんので。もしこういった事例をご存
じの先生方、いらっしゃったらお聴かせいただきたいんですが。 

大幢：大幢ですが。私はこの辺のことにはあまり知見はないです。墜落制止用器具の構造規格は作る
時は、この TBT 協定で ISO と同じにするんだっていう形で、（一部）ローカライズしてますけ
ど、構造規格を作ったということになっていますが、ちょっとこの辺、私には分からないです。す
いません。 

森山：申し訳ないです。ISO ってのは、つまり C 規格っていうことに合わせたっていう、そういう考
えでしょうか。 

大幢：ISO に合わせたっていうことです。ISO に合わせて……、ISO にほぼ準拠して作ったってい
う。それでもやっぱり胴ベルトは残ったとか、そういうのはあるんですが。 

森山：ちょっとそれるかもしれないですけど、安衛法の 42 条の譲渡規制っていうのは、輸出する場
合も含むんでしょうか。ちょっとここが。どなたか。浅田先生、その辺はどうなってるかっていう
のは、ご教示いただけないでしょうか。 

浅田：浅田ですが、すいません、もう一度質問をおっしゃっていただけませんか。 
森山：すいません。構造規格に適合しないものを輸出した場合、安衛法 42 条の違反にはなりますで

しょうか。 
浅田：それはならないです。基本的に、属地主義を採ってますから、輸出については適用がないで

す。 
森山：ありがとうございます。すいません。前提として…… 
三柴：今の件、もう一度お願いできますか。 
森山：浅田先生、すいません。ご説明をお願いします。 
浅田：まず、ご質問が、いわゆる構造規格に適合しない物を輸出しても、刑罰法規としての法違反問

われるかと、そういう意味ですね。 
森山：はい。 
浅田：それは、刑罰法規の適用は、あくまで属地主義の原則の下に運用されてるので、域外、日本国

の法令が適用されない域外に出る時は適用されませんと、そういう意味です。 
森山：ありがとうございます。じゃ、それは確か 35 条の重量表示だと適用されるんじゃないかって

いうところがあったと思うんですけども、42 条についてはそれは国内だけ。 
浅田：重量表示は、場合によっては国際条約があって、そこでどの国も順守しなければならないとい

うルールがあれば、その属地国の法令に基づいて規制されると思いますけど、結果として。 
森山：そうすっと、35 条はそういう罰則はあるけども、42 は条約に基づくものではないので、罰則

はない、適用されないっていうことですか、輸出の場合は。 
浅田：そもそも、日本国の罰則を国外で適用するのは無理ですよね。 



森山：そうですね。分かりました。すいません。 
三柴：さっきお伝えしたオランダの例なんですけども、労働衛生機関の話です。オランダの労働環境

法の改正で、外部労働衛生機関の品質確保の規定が設けられて、新しい認証スキームが 2019 年に
施行されていると。この実際の認証はオランダ政府が認定した民間団体に任していると。で、この
認証スキームってのは、労働環境法に基づく活動を使命とし、公的な財団であるところが策定した
のだと。 

中身ですけど、ISO の 9001 に準拠している管理システムであるということ。それから、内部の
サービスであれば、内部の専門家と連携ができることが求められると。それから、外部のサービス
であれば、法人格を持ち、商工会議所に登録され、1 つ以上の支店を持つこと等々、要するに経営
がしっかりしていて持続性が見込まれると。なおかつ、安全衛生について、多分野の専門家を擁し
ている等が求められていると。 

向こうの労働環境法の施行規則では、労働環境サービス機関は、この新しいスキームに基づく認
証を取得する必要がある。そのことによって、ちゃんとした機関、適格性を認められた機関だけが
サービスを行えるようにしていると。 

結局、労働環境整備っていうのは、量的な評価が難しいことからも、質を担保する、それも支援
する人や団体をしっかりさせるっていうことが鍵になってくるよっていうことの動きの一環だとい
うことです。 

オランダは国際的に数の少ない産業医の選任義務を課している国でもあったと思うんで、そうい
うところ、力入れてるよっていうのが背景にあるのかなということです。以上です。 

森山：ありがとうございます。他に先生方、ご意見はいかがでしょうか。 
三柴：整理してると、安衛法って、日本の法律の中では一番資格を作ってる法律なんです。免許と資

格を。だから、それを認定する、また、それを取れる人を教育する機関について、品質担保するっ
ていうのは大事だし、教育機関じゃなくても、検定機関であったり、かなり行政関係の団体をつく
る根拠が法律にも多いので、そこをしっかりさせようっていうのは分かるんだけれども、それは、
そもそも法の設計者としては、行政の監視下にあるんだから、逐一明文化された基準でああだこう
だ言わなくても、しっかりやってもらえるだろうっていうこともあったんじゃないんですかね。 

森山：ありがとうございます。 
三柴：実際はどうか分かりません。 
森山：ちなみに、化学物質管理の認証みたいな話ってのは出てるんでしょうか。この適合性認証と

か、マネジメントがうまくいってるかどうかの認証ですとかっていうのは、柳川先生、いかがです
か。 

柳川：第 3 管理区分になって改善されない場合については、外部の意見を聞かなきゃいけないっての
はありますし、あと、監督署長の指示で、確か、監督署長が指示をして、外部の意見を、専門家の
意見を聞けという制度が新たにできますけれども、現実問題としてどのぐらい実効上動くかは、何
とも言えないですよね。 

三柴：安衛部は、そもそも作業環境測定協会と測定士を活用できないかって考えていたと思うのです
けれども、実際問題、実動ができるのかは別問題ですよね。 

柳川：作業環境測定士もありますけれども、どちらかというとインダストリアルハイジニストのほう
を念頭に置いてたんじゃないかなという気がしますけど。ただ、数が少ないですから。 

三柴：ハイジニストも、数少な過ぎて。 
浅田：すいません。浅田ですけど、一言よろしいですか。 
森山：お願いします。 



浅田：現状において、やはり一番問題なのは、先ほど柳川さんもおっしゃったんですけども、技能講
習を行う指定教習機関で、場合によっては 1 人、いわゆる法人ではなくて個人で登録を受けて技能
講習を行ってる機関があるんですけれども、さすがに、それだと管理体制もへったくれもないだろ
うし、現に過去においてそこが基準に満たない講習をして、あるいは全然講習をせずに資格証だけ
交付して、後で「回収しろ」と労働局から求められたりとか、いろいろ問題を起こしてる事例が散
見されるんです。 

森山：ありましたね。 
浅田：そういうことを考えると、やはりしっかりした組織体制とかいうのは、明示的な要件に加えな

いとおかしい気はします。以上です。 
森山：ありがとうございます。確かに、私も幾つか公表されたもので持ってますけど、大分とか宮崎

で、個人での教習事務所でやったものについて、技能講習修了証を回収してるっていう事例、いず
れも個人の機関になってます。 

何か他にご意見ないようでしたら、次に行きたいと思うんですけども。 
すいません。結論としては、何らかの対処は必要だと思うんですけど、ISO 自体の確認ですと

か、その辺がちょっと難しい。現段階では内容の確認が私もできてないので、頂いた意見をまとめ
るという形にしたいと思います。 

 
 
62 ◆現場責任者への権限・余裕の付与 
提案文 安全衛生に対する責任者について、事業場において指名された者に実質的な権限が無い場合や実効性

が無い場合が多い。その背景には、指名された責任者自身は、本来業務（生産管理等）で手がいっぱ
いで、所定時間内に、その法的責任を行使できるだけの余裕を与えられていない。（当該責任者が行
う安全管理を把握及び評価する）事業場が少ないからであるが、労働安全衛生法において、この点に
ついて規制させる仕組みも必要であると思われる。（00040 監督官（3）） 

森山註 名宛人の事業者は法人の場合は法人そのもの、個人事業の場合は事業経営主であるが、安衛法第
122 条により、「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者」が実行行為者
となりうるから、労働者も実行行為者になる。責任と権限が与えられていても、それほどの報酬を得
ていない者が実行行為者となる場合も考えられる。 

結果 議事録参照 
議事録 （2022 年 11 月 12 日） 

森山 ちょっと補足しますと、安衛法の主たる名宛人である事業者は、法人の場合は法人そのもの、
個人事業の場合は事業経営主というふうに解釈するんですけども、安衛法第 122 条によって、法人
の代表者または法人もしくは人の代理人、使用者その他の従業者が行為者として処罰されることに
なっております。 

従って、労働者も実行行為者になるというより、大きめの企業ですと、大体、実行行為者っての
は労働者でもあるんですけども、一定の権限と責任が与えられている方が、実行行為者として、わ
れわれ特定して、被疑者とするということなんですけども。 

ただ、責任と権限が与えられていたとしても、それほどの報酬がない方が処罰対象になったり、
それほどの時間的余裕もない方が、そういった実行行為者になる場合も、実際上あるということ
で、その問題について提案があったのですが、この辺りは、先生方、どなたかご発言いただきたい
のですが、いかがでしょうか。 

柳川：ちょっと一つ、口火切っちゃって申し訳ないんですけれど、今度の新しい化学物質管理の関係
で、化学物質管理者と保護具着用管理責任者が権限付与されるんです。で、化学物質管理者と保護



具着用責任者でしたっけ、責任って言葉が付くんですかね。あちらのほうは、要は企業規模の限定
がないもんですから、常時雇用する労働者が 1 人であっても選任しなきゃいけないんです。 

安全衛生推進者の場合、権限を付与されないんです、逆に。要するに、安全管理者、衛生管理者
っていうのは、権限付与されますけれども、（安全衛生）推進者は権限を付与されないので、逆に
責任もあまり問われないだろうというふうに思うんですけれど。ちょっと、これ、（化学物質管理
者と保護具着用管理責任者に権限を付与するというのは）かなりむちゃな条文だなという気が、私
はしてます。今、森山さんがおっしゃったことと全く同じ理由で。すいません。余計なこと申しま
した。 

森山：（つまり）安全衛生推進者っていうのは、条文見ますと、「担当」するっていうような条文に
なってますんで、ただ単に業務を担当してるっていう、そういうことでしょうか。 

柳川：そうですよね。 
森山：責任がないけど。 
柳川：だから権限は付与されませんよね。権限を付与しろという条文がないですから。 
森山：ないですね。 
柳川：化学物質管理者と保護具着用責任者ですよね。まさに管理者、責任者。これはかなりむちゃな

条文だなという気がしてます。化学物質管理者というのは、非化学の、工業的業種であっても
2,900 もの化学物質（のいずれか）を製造し、取り扱ってれば選任しなければいけなくなるわけ
で、だから全くのど素人が就く可能性もあるわけなんです。 

わずか 12 時間の研修さえ受けなくてもいいケースがあるわけですから。要するに、製造してな
ければ研修受ける必要もないので、そうすると、ちょっと非現実的な条文という気が、正直、私は
してます。以上です。 

森山：確かに、そういう例もあるのかな。特に、墜落防止だと、まだ危険だって分かるんですけど、
化学物質とか酸素欠乏危険場所とかは、ある程度知識がないと危険性が分からないという点があり
ますので、そういう、余裕もですけど、知識面でもちょっと不安があるんだけど、責任だけを負わ
されるということですと、ちょっと問題なんじゃないかということですか。 

他に、先生方、いかがでしょうか。 
三柴：森山さんの話につなげれば、実は両罰規定をもっと周知徹底するだけでも一定のインパクトあ

るような気がするんですけど。手始めはそこじゃないかと思うんです。だから、つまり柳川さんが
言うように、安全管理者とか衛生管理者については権限与えなさいっていう規定があるんだけれど
も、その他についてはないわけです。 

ないんだけど、両罰規定があるんだから、どうせ仕事託した人がへま打ったら、事業者もみっと
もないことにはなるわけなんで、構造的に。 

森山：それは業務主罰のことをおっしゃってるのでしょうか。 
三柴：そうです。だから、そこがあんまり知られてないんじゃないのかな。 
森山：そうなんでしょうか。 
三柴：実際、監督経験から、皮膚感覚的にどうですか。事業者とかって、両罰規定知ってます？ 
森山：送検して公表する時は、何々会社と責任者を送検するっていう形で公表してますんで、そこま

で知られてないわけじゃないのかなという認識だったんですけど、私もどっぷりこの世界に浸かっ
ていますんで、ちょっと、一般的にはいかがでしょう。 

三柴：実際、事が起こったら「あ、そういうのあるんだ」みたいな感じでも、日頃の行動を規制する
ような意識っていうのは、両罰規定についてはあんまり持たれてない気がするんです。 

だから、実際、仕事上は生産効率の追求にどうしても忙しくなるので、安全みたいな面倒いこと
は、ちょっと外れた人に任してるから、そいつに聞いてくれっていうんで終わりになってるってい



うケースはよく聞くんです。 
森山：ありますね。両罰規定の問題は、安衛法の趣旨としては事業者そのものに責任を負わせたって

いう体（テイ）があるわけなんですけども、実際には、取りあえず組織の中で責任者にされた人、
もちろん権限がある程度付与されてないと行為者にはなり得ないんですけども。 

両罰規定により、多少下に責任が下がってきている。保護具着用責任者というのも、現場の班長
とかになってしまうと、多分そういうことだと思うんですけど、現場の班長がなってしまって、罰
則が仮にあるとした場合なんですけど、（実行行為者が）非常に下のほうまで行ってしまうなと。 

他方で、リスクマネジメントとか、リスクアセスメントの義務がない場合があるので。化学物質
はリスクアセスメント義務ありますけど、リスクアセスメント義務ってのは、非常に、ほぼトップ
まで責任が行くと思うんですけど、それ自体が罰則がないとなると、もし保護具着用責任者だけ罰
則（を受ける）っていうふうになると、やっぱり責任が下のほうに行くのかなという形がちょっと
ありますけども。 

三柴：化学物質については「そもそも人がいないのに箱だけ作って何よ」って話が大きいわけですけ
ど、安全衛生法のコンプライアンス全般について言えば、今回、体系書作りっていうことで調べ直
してみて、つくづく分かったんですけど、事業者って概念は、現行安衛法作る時に事業者っていう
概念を作ったのは、結局、組織人が何を守ろうとしてるか、業を行う上で何を守ろうとしてるか、
その守ろうとしてるご本尊様をみっともないことにするっていう趣旨で作られてると思うんです。 

だから、たとえ従業員は切ったとしても、最後に残すものが事業者っていう概念で、それを、個
人事業主だったら個人事業主、法人組織だったら法人っていうふうにしているわけだから、本来は
手足がへますると、ご本尊様が傷つくよっていうことなんだけども、安衛法の教科書とか体系書み
ても、それがはっきり分かるように書いてないですよね。エレガントに書き過ぎてて分かんないす
よ。 

だから、もっと「あなた方が一番大事にしてるものがみっともないことになるんですよ。日本人
ってのは評判気にするでしょ。人目気にするでしょ」と。「その一番気にしてるものが傷つくんで
すよ、ブランドが」っていうふうに教えてあげないと、多分いけないんじゃないかなと思います。 

森山：ありがとうございます。 
三柴：そこがはっきり伝わってないから、おかしな議論になるっていうのは、要するに下のほうに責

任預けちゃって、そっちに話を振っちゃうっていうのは、例えば、事業者っていう概念は何なんだ
みたいな議論に発展するんです。 

本省でも、「先生、事業者って、結局どこまでなんですかね」って聞かれたことあって。例えば
法人組織の場合は法人全体ってことになるから、確かに法人に所属してる人みんなって言えなくも
ないわけです。だけど、本来は法人っていう、みんなが守ろうとしているブランドを代表するとい
う意味で代表取締役なりが登場するということであって、下っ端のほうに安全衛生管理を任せたと
しても、それは履行補助あるいは代行者っていうことでしかないわけです。 

要するに、ご本尊様が、法人の名前が傷つくんだっていうところが、今一理解されてない感じが
してます。くどくなりますけど。 

森山：分かりました。ありがとうございます。じゃ、ちょっと他の先生方にも伺いたいんですけど、
玉泉先生、よろしいでしょうか。 

玉泉：玉泉です。趣旨がもう一つよく分からんのですけども、これの。 
森山：すいません。結局、現場責任者、安衛法の（事業者に課せられた）措置義務の責任を負う現場

責任者が、実際、その責任を果たすための権限ですとか余裕が与えられてないんじゃないかという
話なんですが、そういった事例ってのは、実際に、玉泉先生…… 

玉泉：結局、事故とか何かあったら、送検する被疑者としては、その人たちの直近上位が被疑者とし



てやっていますので、その人たちが実際に安全衛生法上の安全配慮義務といいますか、法的責任が
あるかないかはあまり問わずに、結局、故意犯なもんですから、現場を知っておって、指揮命令し
た人を実行行為者としてせざるを得ないと。 

そこに権限が、本当にそこまでの防止義務としての防止措置ができる権限があるかどうかは別に
して、誰かを被疑者に立てんとあかんとなったら、そこの現場を知ってる人しか立てようがない
と。それが現状なんです。 

そうすると、現場におる（謀臣？）というのか職長さんとか係長とか、その辺までであって、課
長は見てないとか、もっと上は全く知らないというのが現状ですから、これは提案文そのままだと
思います。結局は、直近上位の、あまり権限も委ねられてない、それほど賃金も高くない一労働者
が、職長クラスが被疑者になってしまってると。 

三柴さん言われるように、法人の処罰と言われるんですけど、法人は罰金払ったところで、別に
痛くもかゆくもないと思うんです。われわれとしては、むしろ、どんどん人（自然人）の、労働基
準法でいう使用者、上へ上へ行って、社長まで行きたいですよ。個人責任取りたいわけです。現場
の監督官としては。 

森山：そうですね。 
玉泉：森山さんもそうだと思うんです。 
森山：ええ、そうです。 
玉泉：122 条で両罰規定をやりますけれども、これはほとんど社長にちょろっと（法人両罰のため

の）被疑者調書を取って、両罰規定でほぼイコールで送りますよね。かといって、法人処罰がどれ
だけの意味があるかと考えると、現場では、社長、専務とかいうたら、会社が罰金 50 万払ったら
ええだけやということですから、それでは安全衛生伸びないと思うんです。 

社長ないしトップが、自分が前科一犯になるというような形でないと、昔から議論されてる過失
犯で行くとか、そういうふうに行かないと、真剣さが出てこないんじゃないかなというふうには、
私は思っていますけど。 

森山：ありがとうございます。正直、現場で言われるのは、安衛法の義務主体が使用者から事業者に
なっても、別に刑事責任上はほとんど変わってないということですよね。 

玉泉：そうでしょうね。 
森山：そうですね。 
玉泉：全監督官、そう思ってるんじゃないですかね。労働基準法の使用者と同じ感覚で見てますか

ら、事業者に換わろうが関係ないと思います。 
森山：そうですね。（労基法から安衛法に変わったことにより）あくまで法律本文というか、各本条

の、行政取締法としては、名宛人が（使用者から事業者に）変わってますけど、実際には刑事罰の
適用としては、別に変化はほとんどないのかなっていうのはいわれてます。 

三柴：分かりました。それ、現場感覚として非常に重要な情報だと思うんですが、結局、イギリスの
安衛法だったら、オフィサーも個人として処罰の対象にするってやってるわけで、これ、要するに
企業等で言うと幹部です。幹部個人を処罰するっていう規定があると。日本はないですよね。 

だけど、民事裁判では、既に会社法 429 条で、代表取締役個人とか、統制権限を持ってる役員な
どの処罰っていう運用がされているので、それを、要するに安衛法の公法的な規制に加えてしまう
っていうことですよね。それは、ぜひ書いといていただいて。私も「こういう意見があるから」っ
ていうことで、強く言うようにします。 

森山：いわゆる転嫁罰規定みたいなことですね。 
三柴：そうですね。玉泉先生言われた、法人がちょっと罰金払ったぐらいじゃ痛くもかゆくもないっ

ていうのが、すごいびびっと来たんです。「なるほど、監督実務では、そういう感じもあるんだ



な」っていう。 
森山：他の先生方、いかがでしょうか。鎌田先生、この辺りはいかがお考えか、お聞きしたいんです

が。 
鎌田：これは確かにご指摘のとおりだと思いますので、法人っていうか、代表者の責任というので、

ごめんなさい、ちょっとどういうふうにすればいいのか、もう少し考えさせてください。どうもす
いません。ありがとうございます。 

森山：じゃ、藤森先生。 
柳川：1 点だけいいですか。 
森山：はい。 
柳川：代取の話が出てますけど、代取よりは工場長だと思います。日立だとかトヨタ自動車みたいな

ところで、どっかの工場でどなたかが亡くなったからといって、社長を送るっていうのはちょっと
違和感あるんで、工場長かなという気がします。それだけです。すいません。 

森山：ありがとうございます。 
三柴：だから、HASAWA のオフィサーっていうのはいい概念なんです。工場長とか、要するに実権

者を狙い撃ちするっていう規定だから。 
森山：すいません。藤森先生、ご意見を伺いたいのですが。 
藤森：今、いろいろお聞きしてて、前の質問もそうなんですけど、基本的には今の玉泉さんが言った

ように、刑罰法規、故意犯ってことで、認識があるかないか。それだったらそれでおしまいになっ
てしまうんで、その出発点なんで、そうなってくると、ある災害について、事実について認識を持
つのはどのレベルかという実態になってくると、やはり現場では職長さんクラスなんです。 

それでは話が進まないんで、そのとおりなんですけど、さっき、三柴先生も言われたように、一
つは一般の人たちの認識の問題があると思います。認識ってのは、安衛法に対する私も現場の教育
センターにおって、事業者、それから両罰規定、あるいは職長、特に職長です。あるいは職長教
育。そういうことについて、やっぱ認識が、非常に、一般的に薄いんじゃないかと思います。現場
の他の先生方、どうお感じになるか。 

先ほど、ちょっとお聞きしたら、いわゆる一般の職長ですけども、大体、両罰規定の時は、まず
自然人を見る場合は、一般に一番、現場の要ってのは職長さんですから、職長さんが、まず自然
人、行為者として処罰の対象になると。 

で、122 条で両罰規定（を適用する）というようなことなんですけども、まずは、一般に事業者
というのを聞いてみますと「社長さんですか」とか、法人なら法人そのものという概念がよく分か
ってなかったり、あるいは今言ったように、職長というのが、一般的によく正鵠（せいこく）を得
たご質問だと思うんですけども、職長教育が大切だということも、職長の職務って、法律上どこに
書いてあるんですかというと、ないんです。 

（職長教育における）職長への教育事項というのは、作業手順を定めるとか、整理整頓だとか、
現場の要ですから、そういうことがあるんですけども。じゃあ、他の、例えば安全管理者、衛生管
理者、立ち位置はちょっと違いますけども、それは、いわゆる職務というのは規定があるわけなん
ですけども「なぜ職長さんが、実際として処罰の対象になってくるんですか」という質問が結構あ
るんです。 

まずは、それ、一番根本的な問題であって、職長が現場の要であるし、具体的には、例えば足場
だと（安衛則）519 条。519 条違反かどうかっていうのは、現場に職長さんいれば、先ほど言った
係長でも班長でもグループリーダーでもいいんですけど、結局そういう人たちになってくるわけで
す。 

それのところを、一体、事業者は、あるいは職長さんとは、なぜ職長教育があるのかとか、両罰



規定というようなことを、やっぱり行政の立場として、法律すぐガラっ（と改正する）というんじ
ゃなくて、教育の問題、それから周知、情報の提供、あるいは特に職長さん、現場で非常に苦労さ
れてますから、事業所としての、つまり会社としてのバックアップのシステムとか、サポートは、
まず非常に大切になってくるんじゃないかと思ってます。 

先ほどの蒸し返しちゃいけないんですけど、さっきの第 1 番目の論点も、やっぱ制度論、制度改
正ももちろんなんですけど、現場でどういうふうに積み重ねてアプローチをしてくか、現状がどう
なのかというようなことから、この問題については非常にこの方の真意がどこかっての、いまひと
つつかめないところがあるんですけども、直ちに安衛法において、これについて規制するっていう
のは、なかなか、やっぱり厄介なことだし、一般に行政としては、繰り返しというか、判例も含め
たり、いろいろな材料を提供したり、情報を提供したり、あるいは現場の情報を中央のほうに情報
として持ち上げたり、そういうことが非常に大切じゃないかというふうに思っております。 

先ほど、安全管理者あるいは安全衛生推進者の話もあったんですけど、それはそれとして、権限
がどうこうってのもあるんですけど、やっぱり現場を見ると職長ですね。ほとんどの場合は職長さ
んなんで、何でその人たちが法的な責任を負わなきゃいけないのかというようなこと。それから、
会社はどうなのということを、やっぱり行政としても第一線として分かりやすく、丁寧に説明する
ことから、まず出発点じゃないかというふうに思っております。以上です。 

森山：ありがとうございます。例えば足場のことですと、正直、職長が足場の組み替えとか設計に口
を出すみたいなところが、費用的なところもあるので、実質的にほんとは権限があるのかないのか
っていうのはちょっと微妙な時もあります。 

藤森：そこで、ちょっとすいません。お言葉を返すようでございますけど、その権限という意味です
よね。安衛法の枠、土俵の中での、いわゆる権限と責任ということと、もっと広げた意味の責任と
権限。これは本文の説明もそうですけど、その辺のところはきちっと分けてというか、考えない
と。 

確かに、広い意味の権限ってことに、多分なってくると思いますけど。この方が「安全衛生法に
おいて、その点について規制させる仕組みも必要であると思われる」って、その真意です、ですか
ら。以上です。 

森山：ありがとうございます。他に先生方、ご意見はありますでしょうか。 
浅田：すいません。浅田ですけども、よろしいですか。 
森山：はい。 
浅田：諸先生方のご意見を聞いてまして思いましたのは、一つ、いわゆる経営者に自覚させるために

は、一つは、先ほどの話にもありましたけど、刑罰の、罰金の額を上げるというのが一つ、方策だ
と思います。 

それ以外に、あと独禁法なんかでは、いわゆる行政罰としての課徴金を掛けてますので、それに
よって高額の課徴金が、もし掛けられる制度が創設できるんならば、それは企業にとっても、決算
上、いわゆる特損、特別損失を計上せざるを得なくなって、株主に対する説明責任が発生すると思
うんです。 

さらには、場合によっては、その特損を発生さしたのが経営者の責任であるならば、株主代表訴
訟を、その経営者自身のポケットマネーから会社に支払うような責任を問う制度もありますから、
経営者自身が、やはり痛い目に遭うんだというような仕組みを作ったほうがいいかなと。 

それ以上に、より現行制度で現実的なやり方は、労災保険法で費用徴収という制度があるんで
す。死亡災害等発生して、それが企業の責任であるならば、現行だと最大 40％、労災補償で支払う
金額の 40％なんですけど、例えばその比率を上げることによって、今、言ったような、いわゆる民
事的制裁に近い形のものが運用できるのではないのかなと思った次第です。以上です。 



森山：ありがとうございます。確かに現状の刑罰制度ですと、現場を知ってるのは職長。でも、最終
的に権限があるのは社長なんですけど、社長は現場を知らないんで故意がないと。 

仮に、職長に責任を負わせないと、違反無しということになるんですけども、刑罰上は。ただ、
民事責任だとかそういった行政制裁だと、確かにそういう故意とか関係なく、制裁をすることがで
きますし、場合によっては社長ですとか役員に責任を負わせることができるのかなと、おっしゃる
とおりだと思います。 

先生方、他にご意見はありますでしょうか。 
三柴：経営者側がそういう制度を作るのに、積み増すのに反論してくるとすると、何て言うでしょう

か。要するに、現にイギリスとかに比べると日本の法は緩い。実権者というか、経営者個人の責任
も問わないし、罰金額も低いし、なんですけども。なぜ、今までそうだったかということと、何か
理屈を言ってくるとすると、どういうことが予想されますか。ていうか、現場的には、彼らは何て
言うんですか。 

柳川：柳川です。労災保険の関係ですと、責任がある時に労災補償の金額の責任をどっと取られると
いうのであれば「労災保険に入る人はいなくなりますよ」というふうに言うでしょうね。もちろん
入らなきゃいけないんだけど、●法律的に。1 人、人を雇ったら自動的に入っちゃうわけですけ
ど、皆さん「支払うという意識が弱くなりますよ」というふうには言うでしょうね。 

森山：ありがとうございます。 
三柴：労働法に限らず、そういう面はありますけど、法律は関係ないってことですね、要するに。 
柳川：建前上は、確かに労災保険っていうのは強制ですし、強制というよりも、人を 1 人雇えば、自

動的に国との契約が成立してしまうものですけど。 
それよりも、個人的に言わせていただければ、実現性は難しいですけれども、懲罰的損害賠償で

す、アメリカなんかが採用している。それを民法に導入すると同時に、労災に関する限り、今のと
ころ、民法の 415 条で行く場合については、安全配慮義務の内容を特定し、かつその不履行があっ
たことを証明する必要があるんですけれども、その挙証責任を、どちらかというと労働者寄り、労
働者側から経営者のほうに移していただくような仕組みができないかなということは考えますけ
ど。 

三柴：それは、私も似たようなことは 28 年度報告書でも書いたんですけども、自分で書いていなが
ら難しいなと思ってました。というのは、化学物質がいい例ですけども、現にハザードが科学的に
解明されてないのに、経営者側、要するに立場、誰であれ、危なくないことを証明するってのは、
悪魔の証明になるわけで、難しいだろうなってのと、あと、懲罰的損害賠償は、辛うじて労基法の
114 条にあるぐらいで、実際、その立法措置取ろうと思ったら、ものすごい大変なことに、多分な
って、それだったら、多分まだ、浅田先生言われた行政罰のほうが可能性があるかなという感じで
すけど。 

それについても直感的に思ってたのは、要するに法人がお金を払うぐらい、罰金を食うぐらいで
は大して効果がないんですっていう、玉泉先生のお話と組み合わせると、行政罰程度をお金で科し
たからっていって、是勧以上の効果を持つかっていうと、ちょっと考えちゃうんです。 

柳川：柳川です。極端なことを言えば、安衛法違反を犯して有罪判決を受けた場合については、その
後、何年間は取締役に就任することはでいないみたいな条文でも作ってしまえばすごいでしょう
ね。ただ、現実問題としては不可能に近いと思いますけど。 

三柴：イギリスは、まさに解任命令が出せるっていう制度があるから、それを引用して、日本でも、
似たような制度を作れないかってことは、厚労科研報告書に書いたんですけど、口頭で安衛部の方
と話してても「理想的にはそうだろうけどね」っていう感じです。 

柳川：もちろん不可能に近いってことは私も認識してます。 



三柴：おっしゃるとおりと思うんですけど。短期的課題、中長期的課題っていうのを段階を追って考
えるとして、中長期的課題だったら、オフィサー個人への責任っていうのは、私は定める意義ある
なと思うんで、時間がかかっても、これは言い続けようかなと思ってるんですけど、さっきの玉泉
先生のお話も伺って。 

ただ、根本的に考えなきゃいけないのは、さっきの浅田先生の行政罰提案にしてもですけども、
じゃ、何で玉泉先生言われた、事業者、例えば法人本体に罰金を科す程度ではあまり効き目がない
かってことです。ここが効き目がないんだったら、変な話ですけど、ほとんどの方法は効き目がな
いんじゃないかっていう気がしちゃうんです。何でそこは効き目がないんですか。 

他もどうせ似たような目を見てるから、大してみっともない効果が生まれないのか、金額が安い
っていうことなのか、何が、一体効き目がない理由なんでしょうか。 

柳川：両方だと思います。要は、金額が安いってこともありますけれども、はっきり言って、前科を
受けることによるデメリットって大してないじゃないですか。はっきり言って、将来、勲章もらう
時に障害になるぐらいのもんで、ほとんどデメリットないです。弁護士さんだとか、そういう人た
ちは別として、一般の会社の社長やってる分には全く関係ないですもんね。 

三柴：それは法人が個人になったとしても、あんま変わんないってことですか。 
柳川：実刑判決を受ければ別でしょう。ただ、足場が崩れて道を歩いてた女子高校生が亡くなったと

いうようなケースであれば、実刑判決受けることもありますけど、労働者が死亡しても実刑判決っ
て、まず受けないですもんね。 

三柴：そうすると、罰金額を効き目があるところまで大幅に上げなきゃいけないっちゅうことになっ
て、これはもう、まず通んないですよね。中長期的課題にもならないくらい無理ですよね、恐ら
く。イギリス並みに、バルフォア事件みたいに、日本円で 200 億近く払えとか、こんなの無理です
よね。 

恐らく、今、何の議論してるか分かんなくなってるってのは、実はいいことで、恐らく。意見を
述べた方は、要するに現場の権限と責任が足りないっていう話なんでしょうけども、少なくとも権
限が足りないって話なんでしょうけど、これって結局、組織の安全衛生の取り組み姿勢の問題だか
ら、経営者がそこの問題重視してれば、もっと権限与えるし、多分、体制もつくるし、何だった
ら、その部署とか安全衛生部とかも、昔みたいにちゃんとつくるしみたいな話になるので、要する
にどうやって活入れるかって話です。だから、別にずれてないんだと思うんです。 

森山：権限に余裕を与えるってのは、まさにおっしゃるとおり、組織としてそこに重点を持たせるっ
ていうことですよね。 

三柴：重視させるってことですよね。 
森山：あとは、もう一つは、権限というか、責任者、行為者をもっと上に持ってくっていう点では、

私はやっぱリスクアセスメントを義務付けて、知らなかったでは済まさないっていうか、現場にこ
ういうものが、危険なものがあったんだよっていうのを、上も認識させるってのは、一つあるかな
と思うんですけども。 

とにかく罰金額だけを上げると、転嫁罰規定がない限りは、やっぱり、ただ単に職長の罰金が上
がるっていうだけになってしまう。 

三柴：それについては、安衛部が努力してるじゃないですか。化学物質で、取りあえず、当時の 623
物質についてはリスクアセスメント課して、ここでやったんだから、もう少しリスクアセスメント
の義務付け広げましょうよっていう布石を打ってるわけです。 

森山：おっしゃるとおり。 
三柴：すいません。おっしゃる趣旨、非常によく分かるんですけど、現実と将来と両方で考えた時

に、法ができる、法が持ってる資源、人を動かすための説得力って何かっていうことだと思うんで



すけども。 
今まで安全衛生法政策でやってきたのは、罰金科す、それから両罰にする、それから安全プロジ

ェクトみたいに広告・宣伝でブランディングで誉めてあげる、それから業界団体を巻き込んで、災
防団体みたいなものを通じて業界団体を巻き込んでメッセージを発信してもらう。要するに協力体
制つくる。幾つか、政策を進めるための、できそうなこと、公が持ってる資源ってのを、それなり
にメニュー並べて駆使してきたわけです。 

今、いろいろ角度から突っついてモグラたたきをしていくと、どれも効き目がないみたいな話に
なっちゃってるわけじゃないですか。 

森山：ちょっと悲観的な議論になり過ぎてるかもしれないんですけども。 
三柴：時間がかかってもいいから、これやれば効き目があるっていうやつは何か書きたいですよね。 
森山：そうですね。ただ、ある程度多角的に……、今ですか。 
三柴：今の検討課題。 
森山：そうですね。なかなか、本日限りでは難しい。 
三柴：そうですね。 
森山：私は、結構多角的にやるしかないのかなという感じで、これもやり、あれもやりっていうよう

な。でも、あまりにもアウトローな社長だと、もうどうしようもないっていうのがあると思うんで
すけども。 

化学物質についてちょっと補足すると、化学物質は、結局は局排がメインになるので、局排の違
反っていうのは、かなり上まで行けるんじゃないかなという気はしてまして。点検とか局排の設置
自体は工場長レベルまで行けることが多いかなというのは思ったのと、すいません、これは補足な
んですけど。 

三柴：特別則ではっきり定めてますからね。 
森山：リスクアセスメントをしてない場合、工場長は、これ、化学物質に限らずですけど、工場長は

何も知らないし「現場でこんな危ない作業やってたのか」みたいな。「知りませんでした」とい
う。 

リスクアセスメントやってないことについては、何もおとがめがない、刑事的には。となると、
やっぱりリスクマネジメント自体に罰則というのがあるといいなと思ってます。 

三柴：そうですね。既に本省はやってはいるけども、改めて、われわれのグループとして「リスクア
セスメントに義務付けをやってください」っていうふうに書くということに意味があるでしょう
ね。 

応援として、応援歌としてってことですけども、それをやると、リスクアセスメントの義務を課
すと、結果的に、柳川さん言うように、あるいはわれわれが報告書でも書いたように、立証責任を
事業者側に預けることに、結果的になりますからね。そういう意味でも、意味があるかなってこと
でしょうね。分かりました。じゃあ、それはちょっと書いといていただけますか、森山さん。 

森山：ちょっと後で整理します。 
玉泉：玉泉ですが、結局、先ほど言われた上のほう、例えば工場ですと工場長とか、そういった方の

故意罪は取れないと思うんですけれども、労働災害が起こった事に対する安全義務違反、過失罪と
して、業過みたいなもの、例えば、事故がなかったら、別に安衛法違反でいいんですけど、事故が
あった場合に、安衛法違反があったとしたら、事故があったことについて、刑法でいうとこの業過
になりますよね。 

それを、現場の安全管理を行う立場にあった工場長なり、社長なり、そういった方が、その労働
災害防止を十分行わなかったことによって事故が起こったという過失罪の罰則が作れれば、安衛法
の中で。一種の業過みたいなもんです。そしたら責任は問えるかなと。 



三柴：多分、それがリスクアセスメントの義務付けっていうことと同じになるんです。リスクアセス
メントを義務付けて、なおかつイギリスでオフィサー、つまり組織の幹部個人を処罰するよってい
うことを書くっていう話になると思うんです。 

玉泉：そうです。森山さんがおっしゃってるように、リスクアセスメントも、その観点からいけば、
多分アプローチできるんじゃないかなと。 

森山：確かに同じことになるんですね。 
三柴：なるほど。同じことですね。 
玉泉：ちょっとそんな感じをしてますので。 
三柴：そうですね。確かに業務上過失の類例だっていうふうに言えば説明がしやすくなりますね。 
玉泉：入れていただければね。 
三柴：過失と故意ってのは相対的な違いしかなくて、要するにやるべきことが決まっていれば、過失

でも故意に扱えるわけだから、これをやるべきだって書いとけば「やらなかったのは故意でしょ」
っていう話になるわけです。 

玉泉：化学物質のほうもリスクアセスメントも、そっちの方からのアプローチのほうがやりやすいん
じゃないかなと思うね。化学物質全体で、2,300 ほど全部やるのは不可能ですから。投網掛けて。 

森山：確かにそうですね。そう思います。ありがとうございます。 
三柴：じゃ、これはこの辺でいいんじゃないですか、森山さん。 
森山：はい。では次に行きたいと思います。 

 
63 事業者規制に係る義務主体のわかりにくさ 
提案文 労働基準法では義務の主体である「使用者」を「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働

者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう」と定義しており、世間の常
識と一致しています。一方、労働安全衛生法では、第 2 条で主要な措置義務の主体である「事業者」
は「事業を行う者で、労働者を使用するもの」と、事業主（個人及び法人）自体を義務主体としてお
きながら、第 122 条で突然「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、
その法人又は人の業務に関して、（中略）違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又
は人に対しても、各本状の罰金刑を科する。」との両罰規定が定められていて、現実に具体的な措置
を行うべき者は誰なのか、わかりにくい複雑な規定の仕方をしています。私ども行政に携わってきた
者は、違和感を持ちながらもこの考え方に慣れてきましたが、労使が働く現場の当事者に素直に理
解・納得できるようにしていただきたいと思ってきました。 
（00088 元監督官（1）） 

結果 未検討 
条文 労働安全衛生法 

第百二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は
人の業務に関して、第百十六条、第百十七条、第百十九条又は第百二十条の違反行為をしたとき
は、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

森山註 第 122 条はいわゆる両罰規定として法人両罰で議論になりがちだが、もう一つ、実行行為者に係る構
成要件修正を行っている。安衛法で名宛人が使用者から事業者になったものの、第 122 条で罰則を適
用すると構成要件が修正され（構成要件修正説＝通説）、「使用者」であっても「事業者」であって
も、結局は同じ人物が実行行為者として処罰されることが多いのではないか。 

参考：平岡雅紘『法務研究報告書第 68 集第 2 号両罰規定に関する実証的研究』（法務総合研究
所，昭和 57 年 2 月）p.168 

 



64 ◇労働者派遣法の見直し 
提案文 労働者派遣法の派遣元、派遣先の適用区分の見直し（第 45 条） 

労働者派遣法が制定されて久しいが、法施行後の問題点・この法律の功罪を明らかにし、再検討すべ
きと思います。不安定雇用の温床となっているのではないでしょうか。それと、現行の第 45 条の法
適用区分も。（00264 元監督官（2）） 

結果 未検討 
 
65 厚生労働技官の立入検査権→No. 75 に含むこととする。 
提案文 労働安全衛生法第 91 条・第 94 条により、それぞれ労働基準監督官及び産業安全専門官・労働衛生専

門官には事業場への立ち入り等の権限が与えられていますが、労働基準監督署の規模により産業安全
専門官も労働衛生専門官も配置されていない監督署が少なからずあり、それらの監督署でも安全衛生
業務を担当する厚生労働技官は当然事業場に立ち入る等の行為を行わなければその職掌を全うするこ
とができないにもかかわらず、その権限に法的根拠かないという状態が継続しております。 
（00088 元監督官（2）） 

結果 未検討 
 
66 ◇リモートワークとの整合性 
提案文 リモートワークと現行労働安全衛生法及び関係省令との整合性。 

（00206 監督官（1）） 
森山註 自宅が作業場にあたるかどうかの問題 

・衛生管理者の各作業場の巡視はどうするか 
・安衛法第 23 条が自宅に適用されるかどうか 

結果 未検討 
 
67 国及び公共団体についての適用の明確化 
提案文 労働基準法においては、第 102 条において｢国及び公共団体についての適用｣の条文があり、適用範囲

が明確であるが、労働安全衛生法においてはそれに該当する条文がないので、該当する条文を新設す
るべきと思量される。（00212 監督官（1）） 

森山註 労基法第 102 条は確認規定にすぎないと思われる。また、実際には別の法律に分散して適用の除
外・特例が規定されている。 
労基法と安衛法の適用除外・特例： 

国家公務員法附則第 16 条（一般職に属する職員に対する適用除外） 
裁判所職員臨時措置法（裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員に対する国家公務員法の準
用） 
自衛隊法第 108 条（隊員に対する適用除外） 
国会職員法第 45 条（国会職員に対する適用除外） 
地方公務員法第 58 条（非現業・通信・教育関係地方公務員に対する一部適用除外・特例） 

備考 
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第 95 条第 4 項（受刑者の安全衛生について安衛
法に準じた訓令制定） 
少年院法第 41 条第 3 項（在院者の安全衛生について安衛法に準じた訓令制定） 

結果 未検討 
 



68 「墜落」と「転落」の違い 
提案文 労働安全衛生法令における「墜落」と「転落」の差異は何か。 

（00082 監督官（3）） 
結果 未検討 
 
69 長い名前を短くすべき（要求性能墜落制止用器具等） 
提案文 法改正により｢安全帯｣から｢要求性能墜落制止器具｣という名称に変わったが、とにかく長過ぎて現場

の人に説明してもピンとこないようであり、帯ではないが、安全帯の名称をそのまま使った方が良か
ったのでは。また、名称を変えるにしてももっとわかり易い言葉にすべきでは。（00081 監督官
（3）） 

結果 賛成 
 
70 書類の保存期間の統一 
提案文 書類の保存期間の統一 

バラバラすぎる。 
作業記録や健康診断の結果の保存が，労働者が病気にかかった場合における過去の作業状況や健康状
態の把握と健康状態の変化を追跡することを目的とするのであれば，一律最終記入日から 30 年でも
よいのではないだろうか。 
また会社に対して，退職労働者への健康診断の結果の写しの交付の義務化，労働者が雇用された場合
に雇用者への当該健康診断結果の写しの提出の（努力）義務化も検討してもよいのではないだろう
か。 
（00071 監督官（1）） 

結果 未検討 
 
71 ストレスチェックの迅速化 
提案文 ストレスチェックの実施から事後措置までに相当な時間を要する規定となっており、緊急を要する場

合の措置の改定が必要。実施後数カ月要する。 
ストレスチェックの実施「遅滞なく」：結果出力後速やかに 
↓ 
本人通知「遅滞なく」：概ね 1 カ月以内 
↓ 
本人からの面接指導申出「遅滞なく」：概ね 1 カ月以内 
↓ 
医師による面接指導の実施「遅滞なく」：概ね 1 カ月以内 
↓ 
医師から意見聴取「遅滞なく」 
↓ 
事後措置の実施（00059 技官） 

結果 未検討 
 
72 ボイラー取扱作業主任者に関する規制のわかりにくさ 
提案文 ボイラー則 



23 条「就業制限」の令第 20 条の 3（・・・取り扱いの業務）、に対して 23 条「作業主任者の選任」
の令 6 の 4（・・・作業）について、運転資格のそのものの要件と、ボイラーの種類・規模による主
任者の免許ランクによる選任要件が、絡み合っていることから、錯誤が生じ時に混乱を起こし間違っ
た理解がされる結果となる。 
（00283 元監督官（1）） 

結果 未検討 
 
73 免許再交付手続の簡素化 
提案文 安全衛生法の免許の再交付について、労働局労働基準監督署の窓口へ本人確認に行かないとならない

が、ネット申請等で対応可能と思われる。 
（00025 監督官（1）） 

結果 未検討 
 
74 ◆監督行政についての問題提起（設問その他から） 
提案文 （「法改正提案」としてはなく、「その他」のコメント欄に記入された意見） 

私は労働基準監督署の安全衛生部署に勤務する厚生労働技官です。 
1 年目の研究成果を拝見させていただきました。労働安全衛生法に携わる者として、改めて法の目

的、社会的背景、法制定の経過、そして何より労働者を守るため多くの人が携わり今もなお成長し続
ける同法について再確認する機会となり身が引き締まる思いです。 

さて、貴プロジェクトとは直接関係ない話かもしれませんが、現在我が国の安全衛生行政の状況に
ついて参考までに述べさせていただきます。現在国家公務員は政府の「定員合理化計画」により、行
政機能の低下を無視した人員削減が強行されています。その中で、主に安全衛生業務に携わる「厚生
労働技官」の採用が 10 年以上にわたり凍結されており、労働災害や職業疾病の防止のために必要な
知識や経験を持った担当官は大幅に減少し、安全衛生業務に携わる厚生労働技官が 0 人という局も存
在します。知識や経験の継承ができずそのレベルは絶望的に低下しており、我々は厚生労働省に対し
厚生労働技官の採用再開を訴えていますが（政府の指示なのか）全く採用を再開する気はありませ
ん。厚生労働省は理系の監督官に安全衛生業務を行わせると言っていますが安全衛生業務を行うため
には長期の教育が必要です。十分な教育を行う期間がなければ安全衛生担当者としても中途半端にな
りますし、本来の監督官業務の専門性も低下してしまいます。 

また、現在政府は行政の現場に実績主義を導入し、労働者のためではなく件数をこなすための職場
と成り果てています。安全衛生業務は、法改正をはじめ日々変化する社会情勢、業界の状態、新しい
機械や工法の導入など、新たな知識を得るために勉強しなければなりません。昔、先輩からは勉強も
仕事だといわれ、業界誌などに目を通し、時には事業所の管理者や労働者と話をして生の情報を仕入
れ業務の参考としてきました。しかし、今は件数をこなすことに忙殺され、勉強をする時間がありま
せん。法改正についても十分に理解する時間がないほどです。このような状況で国民のための行政が
できるでしょうか。 

1 年目の研究成果からわかるとおり、安全衛生業務は範囲が膨大で、様々なことを勘案し効果的な
指導を行うためには経験が必要です。常日頃から私は言っていますが、安全衛生業務は事業者に法律
を守らせるのではなく労働者を守らせるための指導をしているということです。そのためには労働者
を守るという信念と災害の原因の根本を見極める能力が欠かせません。法条文の指摘だけでは労働者
を守れないのです。 

貴プロジェクトの目的が、単に法体系の整理にとどまらず、真に労働者を労働災害や職業性疾病か
ら守るための効果的な施策を提言するためのものであるならば、現場の第一線に必要な能力を持った



安全衛生担当者を配置し、十全にその能力を発揮できる体制の確保を提言していただきたいと考えま
す。さて、ここからが貴プロジェクトに関しての意見なのですが、貴プロジェクトの基礎知識がない
ので的外れなことを書いていたらすみません。 

まず目的についてです。 
「①技術系の色彩の強かった労働安全衛生法を事務系にも理解してもらえるようにする」ですが、

労働安全衛生法はその性質上、技術系に特化した部分があるのはやむを得ず、力学や鋼材の性質、風
量計算、さらには医学的な知識などを事務系の方に理解してもらうのは現実的ではないと思われま
す。広く一般に労働安全衛生法を理解してもらいたいという趣旨は理解できますが、むしろ技術系と
事務系を明確に分け、技術的な専門性を監督署がしっかりと指導できるようにし、事務的な法条文等
を広く一般に周知する方策を検討すべきではないでしょうか。 

結果的に労働安全衛生法を骨抜きにし憲法にも定められた労働者の権利を後退させる恐れがあるた
め現場の職員としては反対です。（そもそもそういう趣旨でなかったら申し訳ございません） 

次に「②同法に詳しい学者や専門家を増やす」ですが、我が国の安全衛生水準を向上させるために
は当たり前のことなので増やすこと自体に異論はないのですが、この目的が「同法に詳しい学者や専
門家を増やし、国が行う安全衛生にかかる業務を外部委託する」であれば論外です。労働安全衛生業
務は国が責任をもって、対応を行い、生産性効率性を優先し労働者の安全衛生対策を疎かにする者も
出てくるでしょう。また指導が必要な事業場に対しての権限など様々な問題が生じると思います。 

また、せっかく専門家を増やしてもそれを活かすシステムがなければ有効に機能せず、肩書を持っ
た人が増えるだけ、という事態になりかねません。 

事業場が安全衛生管理のため外部資源である専門家を活用しやすくする環境を整備することは非常
に重要なことですが、それは安全衛生管理に前向きな事業場が活用するわけで、広く一般の事業場の
労働安全衛生水準を向上させるためには、公的機関である労働基準監督署がしっかり指導できる体制
と能力の向上が最も重要と考えます。 

「3.現在の労働安全衛生法について、専門家が本格的に検討すべきと思われる課題を、次のうちか
ら３つ選んでください」について、いくつか現場担当官の立場から意見を書かせていただきたいと思
います。 

「①条文に出てくる「危険を及ぼすおそれ」とは何か、どのように判断すべきか」について、基本
的に条文では「〇〇により労働者に危険を及ぼすおそれのあるとき」などと書かれており、ある程度
特定されたリスクによる大なり小なりの災害のリスクがある場合はその防止対策を講じるように記載
されています。「どのように判断すべきか」の趣旨がよくわかりませんが、リスクがあるなら対策を
講じなさい、という判断にしかならないと思います。これを定義づけしてしまうと、安全衛生行政は
大きく後退してしまいます。例えば事業場（主にゼネコン）からよくある質問で、「高さが 2ｍ未満
の作業床には手すりは必要ないですよね（安衛則 519 条参照）」と聞かれます。その際は「おたくは
法律を守れば労働者が死んでも構わないという考えなのですね」と言って説教します。確かに労働安
全衛生法は事業者を守るべき最低基準を定めたものですが、法条文に基準を明記してしまうとそれに
とらわれてより安全な対策を講じなくなるおそれが高い（主にゼネコン）ので、法条文は現状を維持
し、リスクについて事業場にしっかりと説明できる担当官の育成が不可欠であると考えます。 

「②条文にでてくる「常時」とは何か、どのように判断すべきか」について 
確かに「常時」については定義がなく、我々も事業場への説明に苦慮しているところではありま

す。有害業務の常時性について質問された際は、「常時についての基準は明確に示されていないが、
業務として当該業務を行う場合は当該業務に常時従事しているものとして対策を講じてください」と
説明しています。有害業務の中には体内への蓄積により障害が発生するもの（粉じんや特定化学物質
等）もあり、作業頻度が少なくても長期間従事することにより疾病を発症するリスクがあります。常



時の基準をめいっかうに定めてしまうとその基準以下で長時間有害業務に従事した労働者は、法定の
作業管理や健康管理などが行われず、発症のリスクがあるにもかかわらず何ら対策を講じないという
ケースが発生するおそれが高いです。また、安全衛生管理対策にかかる「常時〇〇名以上を～」とい
う表現も非常にわかりづらいと考えます。いっそ法条文から「常時」という言葉を撤廃するのはいか
がでしょう・・・。 

「③「事業者」とは」 
安衛法の２条に定義がありますし、貴プロジェクトのメンバーであれば明確に説明できる方がいる

と思います「事業者」と「使用者」の違いが分かりづらいという人はいるかもしれません。 
「④建築工事での労災を～」について 
まず設計者についてですが、どんな図面を引こうと発注者の責任で発注するわけですので、設計者

に法的義務を課すのは現実的ではないと考えます。発注者に関しては、建設工事従事者の安全及び健
康の確保の推進に関する法律（平成 28 年法律第 111 号）が平成 28 年 12 月 16 日に公布され、安全に
配慮した発注が義務付けられていますが、これは国と都道府県の発注に限定されており、これが市町
村にも波及することを期待しておりますが、まだまだ予算重視で安全を軽視した発注が多く出されて
いるのが現状です。 

一定規模の足場等について監督署に設置届を提出することが義務付けられており、審査の結果法違
反の部分については当然是正させますが、中には法違反ではないがより安全な構造にするべき事案も
あります。 

しかしながら、発注者の中には法的に問題ないなら予算は出さない、やるなら元請の自己負担で改
善しろ、という安全意識の欠片もない発注者も存在します。届出の必要のない工事であればなおさら
監督署の審査なしで不安全な発注がなされていることは容易に想像がつきます。 

このような現状なので、法的義務を課すのは賛成なのですが、そうなると「どこまで」法的義務を
課すのか、という非常に難しい問題に直面すると思います。法的義務を課す以前の問題として、「安
全に配慮した発注とは何か」を発注者に周知、教育し、まずは発注者としてのモラル向上が必要と考
えます。 

個人的には発注者に法的義務を課して安全に作業できる発注が定着してくれることを望みます。 
「⑦と⑧」経営層の安全衛生意識の向上及び中小企業の安衛管理向上の方策について 
正直に言ってそんな方策があれば苦労しないというのが率直な意見です。 
昔に比べ労働安全衛生の重要性、必要性は認知されていますがまだまだ十分ではなく、特に労働安

全衛生にコストと労力を割く余裕のない事業場はどうしても対策が後手に回ってしまいます。余力が
あってもしないところはありますが。産業界に蔓延する人不足の現状も安全衛生活動停滞の一因と考
えられます。 

法律で無理やり守らせるというのも一つの手段かもしれませんが、労働安全衛生法の重要性につい
て周知し、自らが進んで安全衛生対策を講じるような社会の流れを作る必要があると思います。理想
論です。 

「⑭増加する高齢者～」について 
高齢者の労働災害等については、何年前か忘れましたが政府が年金の支給時期について検討してい

るという報道が出された時、絶対に高齢者の労働災害が増えると全国の担当官が危惧し、実際に想像
以上の件数が発生し、重篤度も高い災害や死亡災害が多発している状況です。 

労働力不足について安易に高齢者や外国人、非正規雇用を利用する政策に対する怒りや不満はあり
ますが、ここでは控えさせていただきます。 

高齢労働者の問題については、事業場において一般の労働者と同じように使用し特段の対策を講じ
ていない現状が圧倒的であり、今後も増加の一途をたどることは確実だと思われます。この現状を改



善する方策は残念ながら無い、若しくはあったとしても焼け石に水となることは明確です。 
現実的でないことを承知の上で対策を考えれば、65 歳以上の労働者を雇用しない、または 65 歳以

上は管理業務や後任の指導・育成を行うなど現業以外の業務をさせる、労働保険料率の高い業種（比
較的危険な業種）には就業させない、などの対策が少なからず効果があるかもしれません。労働力が
不足しているから高齢労働者は犠牲になっても構わない、という現状は何としても改める必要がある
と思います。 

「⑯地域と職域の健康管理の連携～」について 
安衛法に基づく健康診断の受診義務がない労働者については、地域保健での受診率を高める必要が

あり（00213 技官） 
提案文
の要約 

①定員削減による行政機能の低下、 
②地方技官採用凍結による監督行政の専門性低下（森山註 法律だけで監督指導をする監督官が既に

多い傾向）、 
③指導件数実績主義により新しい知識等を学ぶ時間が削られていること（森山註 詳しい職員はみな

自宅学習によっていると思われる）を改善すべき。また、 
④広く一般の事業場の安全衛生水準を向上させるためには外部専門家でなく公的機関（監督署）の機

能が最も重要である。 
⑤業界全体の専門性低下 

結果 議事録参照 
議事録 （2022 年 11 月 12 日） 

森山：もしご意見いただけるようでしたら、ご発言お願いしたいんですが。 
三柴：これ、ぶっちゃけ、心情として半分賛成、半分は「少々ピント外れなんじゃないか」っていう

感じがしているんですけど。 
まず、賛成の部分は、技官の脈絡を断っちゃったってのは、やっぱもったいないなと私は思って

います。行政側の説明は、要するに監督官の B ですか、そちらで技術系はもう統合したからいいじ
ゃないかということなんでしょうけども、ご案内のように、長時間労働がテーマだってなると、も
うそっちに駆り立てられて安全衛生そっちのけみたいになっちゃうので、やっぱり専門性の脈絡っ
てのは断つべきではないと。 

これはアメリカも経験済みで、OSHA がレーガンの時代にインスペクターやら何やら、ごそっと
何分の 1 かに削って、その後、技芸、技術みたいなものを復活させるのにものすごい苦労したって
いう経過があるので、それは悪例として参考にすべきだなっていうふうに思っていました。 

確かに、技官より監督官のほうが、法を扱う分、1 段上っていう現場認識があったから「だった
ら統合しちゃえ」っていうのも分かるんですけども、であれば、ほんとに安全衛生に専念できるよ
うに、イギリスのように監督権限も与えた技術系っていう枠組みにしないと、結局、安全衛生軽視
してるだけでしょと。結局、他の仕事と安全衛生をくっつけると、フランスの安全衛生委員会の動
きもそうなんですけど、これは民間の事業組織の中での話ですけど、他の仕事とくっつけちゃう
と、相対化して軽視されるっていうのは、大体、古今東西変わんないと思うんです。だから、やっ
ぱりちょっと頑固に、そこは専門性を保ったほうがいいってのは分かる。これは賛成です。 

他方で、ちょっとピント外れと思ってしまうのは、一言で言うと、技術系の頑固さっていうか、
ある種の、失礼だけど、視野の狭さみたいなものが行き過ぎてる感じがしていて、まず、われわれ
のプロジェクトに対しての理解ですけれども、ちょっと誤解してるなと思います。 

文系の人にも、ある程度技術系の常識っていうか、技術系はこういう発想で、こういうふうに動
いてるっていうような枠組みとかを押さえていただくことが必要なわけで。 

いずれにしても、文理分けるってったって、連携しないと現場は動かせないわけですから、もっ



と言うと、技術系を尊重するのも技術系が何やってるか分かるからなんで、事務系に技術の知識は
要らないみたいな言い方は、ちょっと言い過ぎじゃないかと思ってるし、むしろ概念理解はちゃん
としてもらわないと対話ができないでしょっていうことだと思います。そんなとこです。 

森山：ありがとうございます。おっしゃるとおりだと。一つは、やはり監督行政の専門性ですね。途
中で、ちょっと一般への理解っていう話も出てましたけども、そういった論点、あるいは他の論点
から何かご意見がある先生方、いらっしゃいましたらお願いしたいんですが。 

三柴：制度変えちゃった上で、どうやってその専門性をリバイバルさせるかについて、アイデアって
いうか、お考えいただきたいなと思います。 

森山：非常に取り扱いが難しいテーマかもしれないんですけども、柳川先生、すいませんが、この辺
り、お考えをお聞かせいただきたいんですけど。 

柳川：今、三柴先生おっしゃったことは、私も基本的には同じですけれども、ただ、この方、ちょっ
と極端な言い方をしてますけれど、事務系の人には技官のやることを知らなくてもいいというの
は、多分、そこまでは思っていらっしゃらないだろうとは思うんですけれど、ただ、この方おっし
ゃっているように、安全衛生の知識というのはかなり広範で深いものがありますし、実際、技官で
も、こういった安全衛生についての知識深くない人、結構いらっしゃいます。申し訳ないですけれ
ども。 

ただ、専門家グループというのが、いわゆる絶滅危惧種だというのは事実なので、残念ながら絶
滅してしまったら、ちょっと復活させるのはかなり難しくはなるでしょうね。これは、申し訳ない
んだけれども学者レベルでも同じだと思います。あの先生いなくなったら終わるだろうみたいな先
生がいっぱいいらっしゃいますもんね。 

三柴：超同感です。 
森山：ちなみに、文献としても残ってないってことなんでしょうか。そのノウハウというか、文献化

もあまりされてない面もあるということでしょうか。 
柳川：文献は残ってると思います。とりわけ、最近のインターネットの社会ですから、インターネッ

トの中にもいろんなデータが残ってます。ただし、それをどういう人が勉強するんだっていうと、
勉強することによってそれでお金がもうかるんだったら勉強するんです、露骨な言い方しますけれ
ども。 

よく言われることですけども、安全コンサルタント、衛生コンサルタントで飯食ってる人って、
某 N 先生しかいないなんていう話、よく聞きますけれど、理由、簡単なんです。要するに、安全コ
ンサルタントという専門家に対してお金を払いますよという事業所が、今、非常に少ないわけなん
です。なので、これじゃ飯が食えないんです。なので、そういう状態になっていくわけなんです。
そうなれば、どんな人だって、金がもうからないことのためにコストはかけない。コストっての
は、要するに勉強はしないです。 

まさにそういうところなんです。教育をするためには、川に連れていくことはできるけど水を飲
ませることはできないってなことをよく言いますよね。水飲ますためには、水を飲んだらもうかる
んだよっていう事態にならない限りどうにもならない。だから、専門家を使わないとどうにもなら
ないような体制をつくっていくってことは大事だと思います。 

今度、化学物質関係で、さっきちょっと言いましたけれども、第 3 管理区分になった時に、外部
の専門家の意見を聞かなければいけないですよ、あるいは監督署長の指示で、外部の専門家の意見
を聞かせる制度ができましたけれど、こういったものが果たしてどこまで機能するかですよね。 

とりわけ、新しい安衛則 34 条の 2 の 10 の、監督署長による改善指示の制度ですけれど、各監督
署長が 1 つの署で、1 カ月に 1 回ずつやるんだっていうようなレベルでやれば、まだ何とかなるで
しょうけど、そんなに動かないでしょうし。そういう制度を作ってくことが大事だと思います。専



門家が飯が食える制度。 
森山：ありがとうございます。 
三柴：化学物質の検討会で「今までは危ない所に専門家は付けなさいってやってきたけども、危なく

ないことを証明するために専門家を活用するようにしてください」っていうふうに言って、その考
えは一応取り入れて頂いたんですけども、おっしゃるように、おのずと専門家を使わざるを得なく
なる仕組みっていっても、それ以上にラジカルな方法はなかなか採れないし、それから、仮に発想
を取り入れていただいたにしても、そもそも安全衛生対策を重視する発想がないと駄目だろう。結
局、実際問題、特別則の適用外しますよっていうのは、ある種の戦略であって、今回の政策は、実
は特別則に書いてあること以上を求める、ある種の規制強化の面がある。それでも、本当に専門家
使おうとなるのか、使ったって無駄じゃないかとなるのかっていうのは、微妙なとこだなと思って
ます。 

柳川：まさにおっしゃるとおりで、今度の改正って、すごい専門性が必要になってくる。専門家の資
質が必要になってく制度なので、うまく動く……、だから理想なんです、まさに、今度の法改正と
いうのは。 

三柴：そうですね。 
柳川：理想に近づこうとしてるんだけれども、実態を見ると、ちょっと三柴先生には大変失礼なんで

すけども、実態を見ると、やはり心配になるんです。今、そんなに専門家はいないよねって。ほん
とにどっかから湧いて出るんだろうかという心配はありますよね。 

三柴：それは分かってるんです、案を練った側も。だから、よく言うように、ある種の議論の喚起を
生むための戦略でもあって。で、内容的には、実は今までの脈絡と変わらず、温故知新で、もう少
し規制強化しようねっていう内容なんです。 

だから、特別規則外すよっていうのは、ブラフと言うと言い過ぎですけど、これだけのことでき
れば外してあげんでもないってことなんで、結局、特別則以上を守らないと駄目なんです。特別則
自体も、恐らく、仮に自由化、自主化を進めたとしても、自主管理化進めたとしても、特別規則の
内容自体は実施省令かガイドラインと言いつつ、規則に近いような形で残るはずですから。 

えらいこっちゃって、取りあえず話題になってるのは、本省としては、ある種、もくろみどおり
だと思うんです。 

森山：ありがとうございます。安全のほうについても少しお聞きしたいんですけども。浅田先生、安
全の専門家っていうのは、今、専門性っていうのはどれぐらい低下っていうような問題あるんでし
ょうか。 

浅田：浅田ですけども、私も行政を外れてそれなりの年月がたちますので、現在の状況を熟知してる
わけではないという前提でお話ししますと、労働大学校に専門官の研修を行う際に、講師として行
った人の話や教官の話から聞くと、やはり専門技術的な内容について説明するのがかなり困難にな
ってきていると。 

地方局によっては、監督官でも、必ずしも監督官の B ではなくて、監督官の A がそういう専門官
に配置される場合もあるんだけども、そういう場合は、確かに強度計算とかの内容を説明しても、
後で「中身がよく分からなかった」というようなアンケート結果が出てくることがあるという話は
聞いてます。そういう意味では、確かに相対的なレベルは低下してるのは事実かもしれないなとは
思います。 

安全については、確かにそういう専門性の蓄積とかノウハウ、暗黙知っていうんですか、書かれ
たものでないことで、先輩から後輩に伝えられるものが、要素がかなりあるのは事実だと思います
ので、そういった意味で、どういう手法でもってこれをリカバーすればいいのかというのは、大き
な課題ではあるとは思います。 



一つ、安全関係でいわれてるのは、特に製造許可であるとか、あるいは検査については、外部の
専門機関に出していこうという動きはあるやに聞いてますので、それはそれで一つの方策かもしれ
ないけども、そうすると、さらに行政のその分野での専門レベルが落ちて、また別の問題が生ずる
かもしれないなという懸念はあります。以上です。 

森山：ありがとうございます。大幢先生に伺いたいんですけども、研究分野で、労働安全とか安全工
学といった分野で、今、何か研究者の方が少なくなってるとか、そういったこととか、あるいは専
門性の問題で何かご見解あれば伺いたいんですけども。 

大幢：今の問題としては、ちょっと人が採りづらくなってきているというのがありまして、理系離れ
なのかよく分かりませんけれども、なかなか獲得できなくなってきてるというのがありまして、そ
こがちょっと問題かなというところがあります。 

うちの労働安全衛生総合研究所ですけど、元々、労働安全なんていう、産業安全なんていう分野
は、なかなか大学にはないので、1 からやるっていう、基礎知識はあるんですけど、1 からやるっ
てことになるんですが、博士を取った方がなかなかいなくて、最近ちょっと……、要するに採用と
いうところで、ちょっと苦しいなってところがあって、今、頑張ってるところなんですが。 

研究自体は、何とか……、やっぱり研究ですと、昔やってた分野が、人がいなくなるとそこはも
うやらないっていうことはあったりします。ただ、なるべくならないように、人を付けてやるよう
にしてるんですが、なかなか人が採りづらいなっていうのが、今の悩みのとこです。以上です。 

森山：ありがとうございます。以前よりも先細っているというか、そういう実態はどうしてなのかっ
ていうのが、ちょっと気になってるんですけども、この辺りはどなたか、先生方、ご存じのことが
あればと思うんですけども。その原因というか。ないでしょうか。 

すいません。私もお聞きづらいテーマで申し訳なかったんですけども。今後の対策としては、や
はり営利事業として専門性が生かせるような仕事が出てくれば、そういった業界全体が厚くなって
いくっていうか、専門性のある方の数が増えていくんじゃないかっていうことだと思うんですけど
も。 

（同日終会時コメント） 
笹井：笹井です。先生方、大変ありがとうございました。私も、今、地方で行政官として働いてます

が、やはり安全衛生に関しては、経験してなんぼなところもあると思いますので、先ほど技官の話
もあったんですが、必ずしも技官じゃなくてもいいとも思うんですが、やっぱ経験によるところが
あるので、監督官を置くのであれば、安全衛生を長年やっていくという前提で人員体制組んでいく
のが現実的なのかなというふうには感じました。ありがとうございました。 

内田：すいませんでした。準備が整いました。私は今、地方の労働基準監督署で労災課にいますの
で、労働安全衛生法とほど遠い現場にいるのかなとは思います。そうした身で、隣の安全衛生課の
業務を見てますと、検査業務であるとか、専門性があるんだろうと思います。そうした検査業務と
かもしっかりやりながら、事業場の安全衛生の担当の方とフェアにやり合っていく中で、そういっ
た奥深い資料ができたりするんだろうと思ったりはします。 

一方で、違う話題で言うと、個人事業主の方であるとかの労働安全衛生の話が、今日、あったと
思うんですけども、私、今、労災課にいますから、労災保険の療養請求とかも見てますと、特別加
入者の請求の方も多く見ておりました。特別加入者の方も労働者と一緒に作業してれば、負傷とか
をするわけですから、その負傷の中の原因とかを療養請求書で見ておりますと、中には安衛則違反
の事象があるんだろうと思います。 

ですから、個人事業主の方もけがするわけで、そういう人たちに安衛則が適用されてたら、労働
基準監督署が指導できたりってのもあるんだろうとか、それはそれなりに思ったりもしますけれど
もっていうところでございました。以上でございます。 



佐々木：すいません。佐々木です。本日は、これまで発言はできなかったんですけども、先生方にい
ろいろ現場のお話とかを聞けて、大変勉強になりました。特に、今日のお話って、あまり法の
……、法の問題では当然あるんでしょうけれども、どちらかというと現場の問題とか、あとは、例
えば誰にどういう責任を負わせるのが一番効果的かとか、そういった、何ていうか、安全衛生法、
法そのものというよりは、安全衛生の体制とか、もっと根本的なものの議論を非常にしていたのか
なというふうには感じておりまして。 

あとは専門性とか技官の採用をやめてしまってっていうところとかもそうですが、どうやって現
場で対応をしていくのか、で、それを守らせるためにどういった、履行させるための強制力、履行
確保というか、そういった措置を取るのかっていう、そういった、もっと根っこの問題だったの
で、私も全然これまで現場は直接知ってるわけではなく、インタビューした限りで、自分の担当条
文に関わる限りでということなので、非常に勉強になったというか、知らないことがたくさん分か
ったなっていう感じではあったんですけども。 

あとは、さらに新しい問題として、テレワークの自宅に対してどういう規制が及ぼせるのかみた
いな話にもなりましたけども、まだまだ安全衛生の問題って、考えなきゃいけないことがたくさん
あるなということが分かって、自分がどこまでこのプロジェクトで力になれたかも分かりません
し、これからできるかも分からないんですけども、もっと勉強が必要だなということを感じた会で
は、今日はありました。今日はありがとうございました。 

篠原：篠原です。このプロジェクトで第一人者の先生方のお話をじかにたくさんお聞きすることがで
きまして、私らの発言よりは、多くの教えをいただきまして、ほんとに充実した時間でございまし
た。 

全く余談なんですけれども、以前、中災防の泊まりがけの 5 日間の、4 泊 5 日の研修に参加した
時に、ある企業の安全室長の方がお見えになってて、この方が抜群に安全の知識を持っておられ
て、みんなからいろんなことを聞かれてたんですけれども、あんまり何でも知ってるんで「一体全
体、大学で何選考されてたんですか」ということをお聞きしましたら、その方、中卒っておられる
んです。「私は中学しか出てません」と。夜の仕事をしていて、社長に出会って、社長に拾っても
らったという言い方されてましたけれども「拾ってもらって、今、ここにいます」と。 

この時、ほんとに安全衛生というのは、専門家だけのものではなく、まさに現場の皆さんが気軽
にアクセスできて、気軽に理解しやすいものでなければならないというふうに考えた次第です。 

私自身、文系でございますけれども、結構、長いところでは 10 年以上、企業の安全衛生顧問な
んかもしてますけれども、文系なりに、それなりに、高校の化学ですとか、電気ですとか勉強しな
がら、あとは、研修会の講師を結構しますので、そこで電機メーカーの方、フォークリフトメーカ
ーの方、化学メーカーの方とか、あるいはそういった工学系の方と知り合う機会がありますので、
ネットワークもできてますので、あとは玉泉大先生の●するんですけども、そういった方々の知識
なんかも借りながら、窓口的な役割で、現場の担当の方が、自分のものに、安全衛生、いろんなネ
ットワークをつくりながらできるような形が一番いいのではないか。 

そういう意味では、このプロジェクト、ほんとに非常に素晴らしいプロジェクトだったと思いま
すし、参加させていただいて非常にありがたかったと思っております。以上でございます。 

森山：では次、阿部理香先生、お願いできますでしょうか。 
阿部：はい。今日はありがとうございました。私、分担研究のところでは第 6 章の「労働者の就業に

当たっての措置」というところを担当してまして、その中に職長教育について定めた 60 条を担当
してましたので、今日のお話では、質問項目というか、提案の 63 に当たる現場責任者への権限、
余裕の付与というところは、興味深く聞かせていただきました。 

特に、権限とか余裕というところもそうだとは思うんですが、職長教育が求められる、必要な業



種において、職長教育が、実際には十分に行われていない中で事故が起きてしまったというような
場合でも、やっぱりその責任を問われるのは現場の要である職長であるというところで、違和感と
いうか、ちょっと問題意識を持っていたところもありましたので、ご提案の内容には同意するとこ
ろが非常に大きく、聞かせていただきました。 

特にこの項目は結構議論が盛り上がっていたところもありましたので、非常に勉強になりまし
た。まだ、引き続き執筆のほうも頑張っていきたいと思っていきますので、会議は今日で終わりと
いうことになりますが、引き続きご指導いただければ幸いです。ありがとうございました。以上で
す。 

柳川：柳川でございます。私の場合は、数カ月だけ参加させていただいたんですけれども、その間、
よく思ったのが、こういうものがあるんだったら、もっと早くから参加さしていただいてればよか
ったなという思いがございますけれども、大変勉強になりました。ありがとうございました。 

わが国における労働安全衛生の世界が、これからどうなってくのか分かりませんけれども、私が
労働省に入った頃っていうのは、建設会社なんかだと安全衛生業務に従事した人というのは、将来
の幹部候補生だったりしたんですけれど、今はもう、企業に行くと露骨に言われます。「安全衛生
の担当者ってのは、どちらかというと出世しない人たちだよ」ということを、結構露骨に言われる
ようになってまいりまして、労働災害が高度経済成長の頃に比べるとかなり激減していることで、
企業の意識が変わってきてるのかなと。 

また、そうは言いつつ、例えば化学物質について申し上げますと、例えば慢性曝露に関するリス
クアセスメントをマトリックス法でやっていますという事業場があったり、全く分かってないわけ
です。リスクアセスメントについて全く分かっていないんです。だとか、有機溶剤を使っていなが
ら、DS2 のマスクを労働者に使わせているという企業とか、結構、大きな会社です。とか、これ、
あんまり言いたくないはないんですけど、技官の方で、ある日、ペイント作業をマスクをせずにや
ってる人を見掛けて「おい、何をやってるんだ」と言って注意したんですけど、その時に「これ、
水性ペイントですから」と言ったら「じゃあいいよね」というふうに、ぱっとおっしゃるんです。 

なので、やっぱりそういうところ、まだまだ知識が充実していないのかなということは感じてま
す。この中で、今度の〓ショウセイセイ〓省令改正の影響で、化学物質管理がどうなっていくんだ
ろうということを非常に関心を持って、これからも見ていきたいなというふうに思っております。 

安全コンサルタント、衛生コンサルタントが、それで仕事、飯が食えるような社会というのが、
実現できないかなというのを、最近、よく思っております。すいません。まとまりませんけど、以
上です。 

 
 
■質問 4（整理漏れの指摘） 
75 ガス溶接作業主任者免許の規定整理漏れ 
提案文 免許申請について、労働安全衛生規則別表第四の「ガス溶接作業主任者免許」の項の第一号には、

「次のいずれかに掲げる者であって、ガス溶接作業主任者免許試験に合格したもの」、その「二」に
「職業能力開発促進法第二十八条第一項の職業訓練指導員免許のうち職業能力開発促進法施行規則別
表第十一免許職種の欄に掲げる塑性加工料、構造物鉄工科又は排管料の職種に係る食上訓練指導員免
許を受けたもの」とされている。他方でガス溶接作業主任者免許規定第二条「労働安全衛生規則別表
第四ガス溶接作業主任者免許の項第三号の労働大臣が定める者」として、第八号に「職業能力開発促
進法第二十八条第一項に規定する職業能力開発促進施行規則別第十一の免許職種の欄に掲げる塑性加
工料は溶接科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者」とある。本省見解は、「免許試験合格と
無試験との両方に書いてあるので、免許申請者に不利益にならない取扱いをする結果、無試験で免許



を交付する扱いとなる」とのこと。つまり、条文上の齟齬があると思われるので、改正が必要と思料
されます。また、試験免除となる職業能力開発促進法に基づく訓練の終了証に記載されている根拠条
例も必ずしも労働安全衛生規則別表第四やガス溶接作業主任者免許規定の表現と一致しておらず判断
に迷う原因となっているので、別表・免許規定（又は終了証の根拠条項記載の仕方についても見直し
をはかるべきと思料します。  
（00166 監督官（1）） 

結果 未検討 
 
■質問 4（詳細不明のもの） 
76 細やかすぎる法体系の問題 
提案文 欧米に比べて、細やかすぎる法体系。（00177 監督官（2）） 
結果 未検討 
 
77 一般健康診断項目の改正 
提案文 一般定期健康診断の診断項目の改正。 

（00076 監督官（1）） 
結果 未検討 
 
78 請負制度の更新 
提案文 請負制度の更新（00259 監督官（1）） 
結果 未検討 
 
79 労働者死傷病報告の提出義務の精緻化 
提案文 労働者死傷病報告の提出義務の精致化。（00177 監督官（1）） 
結果 未検討 
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厚厚生生労労働働科科学学研研究究費費補補助助金金  

分分担担研研究究報報告告書書  

産産業業保保健健法法学学研研修修のの効効果果測測定定ププロロジジェェククトトのの成成果果：：  

調調査査デデザザイインンおおよよびび調調査査項項目目のの作作成成  

 

 
研究協力者（分担報告書等執筆担当） 西本 実苗 神戸女子大学心理学部・講師 

研究協力者 高橋 朋子 近畿大学教職教育部・准教授 
分担研究者 森 晃爾 産業医科大学産業生態科学研究所・教授 

研究協力者 泉 陽子 東北大学 東北メディカル・メガバンク機構・教授 
研究協力者 井上 洋一 愛三西尾法律事務所・弁護士 
研究協力者 岩井 龍人 公益財団法人佐々木研究所 
研究協力者 岩村 和典 ニッポン高度紙工業株式会社 

研究協力者 海野 賀央 SCSK株式会社 
研究協力者 熊谷 明男 元日立ソリューションズ人事総務部長 

研究協力者 国分 茂行 某社人事労務部員 
研究協力者 小島 健一 鳥飼総合法律事務所・弁護士 

研究協力者 境 浩史 株式会社島津製作所 
研究協力者 渋谷 純輝 合同会社ワンピック・産業医 

研究協力者 深田 浩嗣 阪急阪神マーケティングソリューションズ株式会社 
分担研究者（研究統括） 三柴 丈典 近畿大学法学部・教授 

 
研究要旨 
 本研究では、産業保健関係者の問題解決能力（予防＋事後解決）の向上を目指して実施さ
れる産業保健法学研修（厚労科研・日本産業保健法学会）の効果測定を行い、産業保健関係
者に対する有効な法教育手法の開発につながる知見を得ることを目的として、その目的を
達成するために必要な、研修効果測定調査のデザインおよび調査項目の作成を行った。 
 研修効果測定調査の調査デザインおよび調査項目の作成は、①厚労科研・日本産業保健法
学会研修効果測定検討委員会（以下、委員会とする）における議論およびそれらの議論から
抽出された研修における効果測定指標（9 つ）、②委員会の高橋委員により検討・作成され
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た「R・ガニエによる学習成果の 5分類」による研修における効果測定指標（9 つ）につい
ての整理、の 2 つを基に、文献や先行研究も参考にして行った。 
 調査デザインについて、第 3 回委員会会合にて了承された研修カリキュラム案および研
修スケジュール、調査参加者（受講者）に基づいて作成した。研修効果測定のための調査は、
研修開始前（Before）、研修講座受講中、研修修了直後（After）の 3期に分け、産業保健法
学研修（厚労科研・日本産業保健法学会）の受講者を対象に実施することとした。 
 調査項目について、研究の目的に照らし、次の 4 つの方針を基本において作成した。 
 調査の測定対象は、（基本的には）研修参加者の自己評価（自己認識／主観）の

Before/After の変化 
 調査項目は、委員会での議論から抽出された 9 つの効果測定指標と、高橋委員により

作成された「R・ガニエによる学習成果の 5分類」による研修における９つの効果測定
指標についての整理を基に作成する 

 調査項目は、（上述の）「R・ガニエによる学習成果の 5分類」のうち、受講中の小テス
ト等により確認しづらい「⑤態度」および「③認知的方略」を主なターゲットとして作
成し、それぞれ本人が「そうである」と思う程度について尋ねる（リッカート尺度を利
用） 

 研修のターゲットである「関係者の問題解決能力（予防＋事後解決）」については、い
わゆる「多職種連携」力に類似している面もあると思われるため、「多職種連携」の先
行研究（医療・福祉系に多い）も参考にする 

 結果として、Before/After の比較の中心となる問題解決能力のレディネス（ベースライ
ン）を測定する調査（選択肢式アンケート）全 17 項目を作成し、また、研修開始前（Before）、
研修講座受講中、研修修了直後（After）の 3 期それぞれにおいて利用する自由記述式アン
ケート項目 9 つと数値評価アンケート項目 1 つを作成し、研修効果測定調査で利用する調
査票を完成させた。 
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Ａ．研究目的 

 本研究は、以下の 2 つを目的として行わ
れた。 
 ①産業保健関係者の問題解決能力（予防
＋事後解決）の向上を目指して実施される
産業保健法学研修（厚労科研・日本産業保健
法学会）の効果測定を行い、産業保健関係者
に対する有効な法教育手法の開発につなが
る知見を得ること。 
②①の目的を達成するために必要な、研

修効果測定調査の調査デザインおよび調査
項目を検討し作成すること。 
 

Ｂ．研究方法 

 本研究における研修効果測定調査の調査
デザインおよび調査項目の作成は、①厚労
科研・日本産業保健法学会研修効果測定検
討委員会（以下、委員会とする）における議
論およびそれらの議論から抽出された研修
における効果測定指標（9 つ）、②委員会の
高橋委員により検討・作成された「R・ガニ
エによる学習成果の 5 分類」による研修に
おける効果測定指標（9つ）についての整理、
の 2 つを基に、文献や先行研究も参考にし
て行った。 
 まず①について、計 3回の委員会会合（第
1 回：2022 年 7 月 6 日、第 2 回：2022 年
10 月 12 日、第 3 回：2022 年 12 月 14 日）
での議論より、以下に示す研修における効
果測定指標 9つが抽出された。 
 

1．不調者の就労継続や退職につき，適
正かつ有効な約束を交わす能力を身に
つけている。 

 →実務的には（会社の思う方向に誘
導するため）本音を隠しながらの合意
形成になる面もあるため、（R・ガニエに
よる学習成果の：カッコ内筆者補足）5 分
類のうち①をベースとして、傾聴姿勢
や提案などが必要となる点では、②⑤
との関係が深いだろう。 

2．不調者対応について，関係者間の話
し合いの場を持ち，対応策を発案する
力を身につけている。 
 →企業等によっては、話し合いの場
を設定すること自体が困難かつ有用な
ので、下線部を個別の指標化すべきで
はないか。 

3．職域での産業保健に関するルールづ
くりを促進，発案，協議する力を身につ
けている。 
 →当初案どおり、「ルールづくり（修
正案を含む）」とすべきではないか。 

4．健康づくりに関する組織診断（組織
的なアセスメントや分析：ストレスチ
ェックの集団分析を含む）を，法制度や
判例等に基づいて説得し，実施する力
を身につけている。 
 →組織内で法情報を踏まえたやりと
りは殆ど行われないし、ハレーション
を生むこともあるので、下線部を、「法
制度や判例等を踏まえて」に修正すべ
きではないか。 

5．トップマネジメントや組織全体に影
響力を持つ要素（①情報，②権限，③ス
キル）を獲得する力を身につけている。 
 →下線部の権限を得られるかは、就
労する企業等による課題の重要性認識
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などにも左右されるので、それにつな
がり得る周囲の評価の変化等も指標と
すべきではないか。 

6．問題解決を促進する質問力を身につ
けている。 
 →1にもつながり得るが、個別的で繊
細なコミュニケーションの力を示すも
のである。 

7．トラブルへの介入に（慎重ながら）
自信をもって取り組める力を身につけ
ている。 
 →主観の確認であり、特に修正の必
要なし。 

8．組織（一定数の労働者）の労働生産
性をあげるための産業保健に関する自
分の業務を見直し，改善案を示してい
る。 
 →「労働生産性」がキーワードと思わ
れ、定量化が可能となり得る点で 1～7
とは異質だが、1～7を踏まえた多義的
かつ包括的な意味合いになるのではな
いか。 
 また、積極的に労働生産性を向上さ
せるのみでなく、疾病罹患者の回復支
援、秩序違反行動の抑制など、マイナス
をゼロにする行動も評価対象となるの
ではないか。 

9．＊会議後、熊谷アドバイザリーより、 
 （産業保健に関する問題についての）
リスクの察知（発見）力、それを関係者
と共有するためのネットワーク形成力
も重要との指摘があった。 

 
 これら 9 つの効果測定指標を基に、調査

項目の検討と作成を行った。 
 また、調査デザインについては、第 3 回
委員会会合にて了承された研修カリキュラ
ム案および研修スケジュール、調査参加者
（受講者）に基づいて作成した。 
 次に②について、計 3 回の委員会会合で
の議論より抽出された研修における効果測
定指標 9 つそれぞれについて、高橋委員よ
り、「Ｒ・ガニエによる学習成果の 5 分類」
について表を用いて整理した結果が示され
た（資料 1）。これらの結果も基にして、調
査項目の検討と作成を行った。 
 

Ｃ．研究結果およびＤ．考察 

 本研究は、研修効果測定調査の調査デザ
インおよび調査項目を検討し作成すること
を目的に行われたため、研究結果と考察を
切り分けて議論することが困難である。そ
のため、研究結果と考察を含めて記述する
こととする。 
 

1. 調査デザイン 

 第 1 回～第 3 回の委員会会合での議論お
よび、第 3 回委員会会合にて了承された研
修カリキュラムおよび研修スケジュール、
調査参加者（受講者）に基づいて作成した、
研修効果測定調査のデザイン（調査参加者、
調査の流れ）について述べる。 
 

1.1. 調査参加者 

 産業保健法学研修（日本産業保健法学会
が付与するメンタルヘルス/産業保健法務
主任者の資格取得・更新に必要な単位が取
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得できる研修講座）の受講者で、本厚労科研
の一環として行われる実践的な産業保健法
学研修の開発プロジェクトへの受講者とし
ての参加を了承した産業保健関係者を対象
に調査を行うこととする。 
 調査参加者の人数は、研修後のフォロー
アップ調査にてインタビュー調査など定性
的な調査を行うことを考慮して、30名前後
（25～35 名）とする。 
 調査参加者の募集方法について、委員会
の（企業等の人事関係者から構成される）人
事委員からの推薦および、メーリングリス
ト等による日本産業保健法学会会員への呼
びかけにより募集する。なお、調査参加者を
選定する際の留意点として、以前に日本産
業保健法学会が実施する研修の受講歴がな
いこと、職種（産業医、保健師等）をなるべ
く分散させること、全てのプログラム（研修
講座）を受講できること、の 3 点が第 3 回
委員会会合にて了承された。 
 

1.2. 調査の時期、調査内容の概略お

よび調査方法 

調査参加者の研修前後の変化、特に自己
評価（自己認識／主観）について測定するこ
とをねらいとして、まず研修開始前
（Before）、研修講座受講中、研修修了直後
（After）の 3 期に分けて調査を実施するこ
ととした。表 1 に調査時期、調査内容の概
略および調査方法について示す。 
 調査時期について、第 3 回委員会会合に
て了承された研修講座スケジュール（2023
年 3 月～9 月）に合わせて計画した。研修
講座は、動画研修（日本産業保健法学会から

無償譲渡を受けた e-learning 動画を用いた
自宅学習）と、対面（2 回）およびWeb（3
回、Zoom のブレイクアウトルームを利用
の予定）での事例演習（産業保健の失敗学）
の 2 つから構成されている。前者の動画研
修は2023年3月1日より開始予定であり、
4月 22日に第 1回目が予定されている事例
演習（産業保健の失敗学）に先立ち学習でき
るよう、3 月、4 月の受講が推奨されている。
後者の事例演習（産業保健の失敗学）は
2023年 4 月 22 日に第 1回（対面）、同 5 月
27 日に第 2 回（Web）、同 6月 24 日に第 3
回（Web）、同 7月 22 日に第 4 回（Web）、
同 9 月 2 日に第 5 回（対面）が予定されて
いる。 
 これらのスケジュールを考慮して、まず
研修開始前（Before）調査は、動画研修が開
始する 2023 年 3 月 1 日に先立つ、同 2 月
中旬～同 2 月末までの実施とした。研修講
座受講中調査については、動画研修開始日
である 2023 年 3 月 1 日から、最後の事例
演習（産業保健の失敗学）の実施日である同
9 月 2 日から 1 週間後の同 9 月 9 日までの
実施とした。研修修了直後（After）につい
ては、最後の事例演習（産業保健の失敗学）
の終了直後である 2023年 9月 2日 18時か
ら 9 月 9 日までの実施とした。なお、研修
後ある程度経過した時点でのフォローアッ
プ調査については、研修受講による資格（メ
ンタルヘルス/産業保健法務主任者）申請の
タイミング（2023 年 12 月初旬）に合わせ
て実施することとした（調査項目について
本稿執筆時点では検討中）。 
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表 1 調査時期、調査内容の概略および調査方法 
調査時期 調査内容の概略 調査方法 

研修開始前
（Before） 

属性調査（職種等） 
産業保健に関わるようになったきっかけ・経緯
（自由記述式アンケート） 
問題解決能力のレディネス（ベースライン）を測
定する調査（選択肢式アンケート） 
研修参加動機、研修に期待するもの（自由記述式
アンケート） 

e-learning サイト
のアンケート機能
を利用 

研修講座受講中 
受講後アンケート（mhlw 受講後アンケート） 
受講後のふりかえり（自由記述式アンケート） 

研修修了直後
（After） 

研修開始前（Before）調査で使用した問題解決能
力のレディネス（ベースライン）を測定する調査
（選択肢式アンケート）を再度実施 
研修への期待の達成度（数値で評定してもらう） 
研修で（期待通り）得られたもの・得られなかっ
たもの、研修内容の活用可能性、研修全体のふり
かえり（自由記述式アンケート） 

 
 調査内容の概略について、研修開始前
（Before）では、調査参加者の属性（職種、
年代、所属先、所属先の規模、（嘱託産業医
や社会保険労務士の場合）主な顧問先の規
模）について選択肢式項目で、産業保健に関
わるようになったきっかけについて自由記
述式項目で尋ね、続いて委員会での議論か
ら抽出された 9 つの効果測定指標を基に作
成した問題解決能力のレディネス（ベース
ライン）を測定する調査（選択肢式アンケー
ト）、最後に研修参加動機および研修に期待
するものについて自由記述式項目で尋ねる
こととした。 
研修講座受講中では、全 18 講座からなる

e-learning 講座および 5 回の事例演習（産
業保健の失敗学）講座それぞれについて、属
性や講義の理解度などについて尋ねる受講

後アンケート（「mhlw 受講後アンケート」
として、本研究の調査参加者だけでなく、日
本産業保健法学会の研修講座受講者全てに
尋ねているものを使用）に加え、講座受講後
の簡単なふりかえりを「ふりかえりミニレ
ポート」として自由記述形式で提出しても
らうこととした。 
 研修修了直後（After）では、研修開始前
（Before）調査で利用した問題解決能力の
レディネス（ベースライン）を測定する調査
（選択肢式アンケート）を再度実施し、
Before/After の比較を行う。さらに、研修全
体の印象について尋ねる。まず（当初の）期
待の達成度を数値（100点満点）で評定して
もらった上で、研修で（期待通り）得られた
もの・得られなかったものについて、それぞ
れ自由記述式項目で尋ね、続いて研修内容
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の（自分の）業務における活用可能性およ
び、業務に活用できるかわからないが印象
に残ったこと、勉強になったと思うことに
ついて、それぞれ自由記述式項目で尋ねる
こととした。 
 調査方法について、研修開始前（Before）、
研修講座受講中、研修修了直後（After）の
3 つの時期全ての調査について、動画研修
の学習で利用している e-learning サイトの
アンケート機能を利用することとした。 
 

2. 調査項目 

 第 1 回～第 3 回の委員会会合での議論を
基に検討・作成した、研修効果測定調査で用
いる調査項目について詳述する。 
 本研究における調査項目の検討と作成は、
研究目的に照らし、次の 4 つを基本におい
て行った。 
 調査の測定対象は、（基本的には）研修

参加者の自己評価（自己認識／主観）の
Before/After の変化 

 調査項目は、委員会での議論から抽出
された 9 つの効果測定指標と、高橋委
員により作成された「R・ガニエによる
学習成果の 5 分類」による研修におけ
る９つの効果測定指標についての整理
を基に作成する 

 調査項目は、（上述の）「R・ガニエによ
る学習成果の 5 分類」のうち、受講中
の小テスト等により確認しづらい「⑤
態度」および「③認知的方略」を主なタ
ーゲットとして作成し、それぞれ本人
が「そうである」と思う程度について尋
ねる（リッカート尺度を利用） 

 研修のターゲットである「関係者の問

題解決能力（予防＋事後解決）」につい
ては、いわゆる「多職種連携」力に類似
している面もあると思われるため、「多
職種連携」の先行研究（医療・福祉系に
多い）も参考にする 

 まず、9 つの効果測定指標と高橋委員に
より検討・作成された「R・ガニエによる学
習成果の 5 分類」による研修における９つ
の効果測定指標についての整理を基に作成
した、Before/After の比較の中心となる問
題解決能力のレディネス（ベースライン）を
測定する調査（選択肢式アンケート）全 17
項目の検討と作成について述べる。 
 9つの効果測定指標の 1 つ目、 
 

1．不調者の就労継続や退職につき、適
正かつ有効な約束を交わす能力を身に
つけている。 
 →実務的には（会社の思う方向に誘
導するため）本音を隠しながらの合意
形成になる面もあるため、（R・ガニエに
よる学習成果の：カッコ内筆者補足）5 分
類のうち①をベースとして、傾聴姿勢
や提案などが必要となる点では、②⑤
との関係が深いだろう。 

 
以上に対応する調査項目として、次の①と
②の２項目を作成した。 
「①不調者の就労継続や退職につき、相手
の主張を誠実に傾聴し確認するとともに、
合意形成に向けて丁寧な説明を行ってい
る。」 
「②不調者の就労継続や退職につき、本人
と適正かつ有効な約束（合意）を交わすこと
ができる。」 
 ①については、「傾聴姿勢」に対応する項
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目が必要と考え、先述の「R・ガニエによる
学習成果の 5 分類」の効果測定指標の 1．
に対応する「⑤態度」の項に「・相手の主張
を誠実に傾聴し確認するとともに，合意形
成に向けて丁寧な説明を行っている。【研修
中に確認できない】」とあるものが「傾聴姿
勢」や「合意形成」に必要な態度をよく表現
していると思われること、「研修中に確認で
きない」とされていることから、調査項目と
して採用した。 
②については、①で表現される傾聴と合

意形成に向けた丁寧な説明だけでなく、「実
務的には（会社の思う方向に誘導するため）
本音を隠しながらの合意形成になる面」を
表現する項目も必要と考え、委員会による
効果測定指標にある文章をほぼそのまま用
いることとした。なお元の文章では「有効な
約束」であったが、①の「合意形成」と表現
を揃える方が適切と考え、「有効な約束（合
意）」とした。 
９つの効果測定指標の 2つ目、 
 
2．不調者対応について，関係者間の話
し合いの場を持ち，対応策を発案する
力を身につけている。 
 →企業等によっては、話し合いの場
を設定すること自体が困難かつ有用な
ので、下線部を個別の指標化すべきで
はないか。 

 
上記の効果測定指標については、「話し合い
の場の設定をすること」と「（話し合いの場
をもった上で）対応策を発案する力」の 2つ
に切り分けることが適切と考え、次の③と
④の 2 項目を作成した。 
「③不調者対応について、関係者間で現状

や課題を共有し話し合う機会をもってい
る。」 
「④不調者対応について、関係者と話し合
い、本人と職場の状況に応じた対応策を発
案することができる。」 
 ③は「話し合いの場の設定をすること」に
対応する項目として作成した。介護分野で
の多職種連携の状況を調べる「顔の見える
関係評価尺度」の「患者（利用者）に関わる
いろいろな職種が直接会って話す機会があ
る」「地域連携に関して、課題や困っている
ことを共有し話し合う機会がある」の 2 項
目[1]を参考にした。 
 ④は、「（話し合いの場をもった上で）対応
策を発案する力」に対応する項目として、産
業看護職による管理監督者との関係形成の
ための関わり方に関する研究結果[2]や、メ
ンタルヘルス不調の相談対応における関係
者の役割について概説している文献[3]も
参考にし、「対応策」について「本人と職場
の状況に応じた対応策」と、もう少し具体的
な表現とした。 
 効果測定指標の 3 つ目、 
 

3．職域での産業保健に関するルールづ
くりを促進，発案，協議する力を身につ
けている。 
 →当初案どおり、「ルールづくり（修
正案を含む）」とすべきではないか。 

 
以上については、「⑤担当組織全体を理解し
た上で、産業保健に関するルールや仕組み
づくり（修正案も含む）を促進、発案、協議
することができる。」の 1 項目を作成した。 
 この⑤については、産業看護職を対象と
した半構造化面接調査の結果についての記
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述「組織全体を理解した上でメンタルヘル
ス対策の仕組みやルールをつくったり」[2]
を参考にし、元の「職域での」という表現か
ら「担当組織全体を理解した上で」という表
現に変更した。 
 効果測定指標の 4 つ目、 
 

4．健康づくりに関する組織診断（組織
的なアセスメントや分析：ストレスチ
ェックの集団分析を含む）を，法制度や
判例等に基づいて説得し，実施する力
を身につけている。 
 →組織内で法情報を踏まえたやりと
りは殆ど行われないし、ハレーション
を生むこともあるので、下線部を、「法
制度や判例等を踏まえて」に修正すべ
きではないか。 

 
以上については、効果測定指標の文章は比
較的具体的であり、原文の通りで調査項目
として使用するのが適切と考え、「⑥健康づ
くりに関する組織診断（組織的なアセスメ
ントや分析：ストレスチェックの集団分析
を含む）を、法制度や判例等を踏まえて説得
し、実施することができる。」とすることと
した。 
 効果測定指標の 5 つ目、 
 

5．トップマネジメントや組織全体に影
響力を持つ要素（①情報，②権限，③ス
キル）を獲得する力を身につけている。 
 →下線部の権限を得られるかは、就
労する企業等による課題の重要性認識
などにも左右されるので、それにつな
がり得る周囲の評価の変化等も指標と
すべきではないか。 

以上については、「影響力をもつ要素」が「①
情報」「②権限」「③スキル」の 3 つに分類
されていることから、①～③のそれぞれに
対応する調査項目を作成する必要があると
考え、文献や先行研究を参考にして作成し
た。 
 まず「①情報」については、嘱託産業医向
けの Q&A をまとめた文献[4]を参考にし、
組織のトップの考え方や組織の文化等につ
いて理解しているか尋ねる調査項目「⑦組
織のトップ（経営層）の考え方を知り、その
組織の文化や産業保健の方針を理解してい
る。」を作成した。 
 「①情報」についてはさらに、精神科医が
直接職場に関わる際の留意事項について挙
げた論文[5]を参考にして「⑧職場環境（人
事制度、人間関係なども含む）にも目を向
け、様々な機会を利用して多面的な情報収
集に努めている。」も作成した。 
 前述の調査項目⑦と⑧については、担当
組織についての「情報」を「獲得する力」で
あるが、「トップマネジメントや組織全体に
影響力をもつ要素」としての「情報」には、
（産業保健の）専門職としてもっている「情
報」すなわち専門知識や最新の動向・知見を
知っていることも含まれると思われる。こ
のような「情報」を踏まえた上で「トップマ
ネジメントや組織全体」の意思決定に「影響
力をもつ」ような働きかけ（説明）ができる
「②権限」をもっているか尋ねる調査項目
として、産業精神保健分野における公的な
アウトリーチ支援に必要なコンピテンスを
評価する「アウトリーチコンピテンス」の項
目「事業場の理解や意欲に応じて、分かりや
すく説明する」[6]も参考にして、「⑨組織の
トップ（経営層）や担当者の理解や意欲に応
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じて、トップや担当者に法制度や判例等を
踏まえた上で分かりやすく説明できる。」を
作成した。 
 最後の「③スキル」については、嘱託産業
医向けの Q&A をまとめた文献[4]を参考に
して、「⑩組織の意思決定の仕組みを理解し、
必要に応じて適切な根回しをすることがで
きる。」を作成した。 
 効果測定指標の 6 つ目、 
 

6．問題解決を促進する質問力を身につ
けている。 
 →1にもつながり得るが、個別的で繊
細なコミュニケーションの力を示すも
のである。 

 
以上については、「質問力」にはいわゆる積
極的傾聴の姿勢も必要であろうが、「問題解
決を促進する」とあることから、問題解決を
促進するための情報収集に重点があると考
え、「⑪（産業保健に関する個別的、組織的
な）問題解決につながる有益な情報を得る
ために、適切な質問をすることができる。」
として作成した。 
 効果測定指標の 7 つ目、 
 

7．トラブルへの介入に（慎重ながら）
自信をもって取り組める力を身につけ
ている。 
 →主観の確認であり、特に修正の必
要なし。 

 
以上については、委員会での意見として「主
観の確認であり、特に修正の必要なし。」と
あるため、「⑫トラブルへの介入に（慎重な
がら）自信をもって取り組むことができる。」

として原文のまま調査項目として採用した。 
 効果測定指標の 8 つ目、 
 

8．組織（一定数の労働者）の労働生産
性をあげるための産業保健に関する自
分の業務を見直し，改善案を示してい
る。 
 →「労働生産性」がキーワードと思わ
れ、定量化が可能となり得る点で 1～7
とは異質だが、1～7を踏まえた多義的
かつ包括的な意味合いになるのではな
いか。 
 また、積極的に労働生産性を向上さ
せるのみでなく、疾病罹患者の回復支
援、秩序違反行動の抑制など、マイナス
をゼロにする行動も評価対象となるの
ではないか。 

 
以上については、「積極的に労働生産性を向
上させるのみでなく、」「マイナスをゼロに
する行動も評価対象になるのではないか」
という委員会での意見があったため、「積極
的に労働生産性を向上させる」面と「マイナ
スをゼロにする行動」の面の 2 つに分け、
「⑬組織（一定数の労働者）の労働生産性を
あげるための産業保健に関する自分の業務
を見直し改善案を示すことができる。」「⑭
不調者への対応（面談や復職支援など）に関
する自分の業務を見直し改善案を示すこと
ができる。」の 2項目を作成した。 
 測定指標の 9 つ目、 
 

9．＊会議後、熊谷アドバイザリーより、 
 （産業保健に関する問題についての）
リスクの察知（発見）力、それを関係者
と共有するためのネットワーク形成力
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も重要との指摘があった。 
 
以上については、「リスクの察知（発見）力」
と「それを関係者と共有するためのネット
ワーク形成力」の 2段階（2 つ）に分けて捉
える方が望ましいと考え、中小企業白書の
リスクマネジメントの必要性に関する記事
[7]も参考にして、「⑮産業保健に関する問
題についてのリスクをあらかじめ把握した
上で適切に評価することができる。」「⑯産
業保健に関する問題についてのリスクにつ
いて関係者間で共有し、それらについて話
し合うことができる。」の 2 項目を作成した。 
 さらに本研究では、以上述べた 9 つの効
果測定指標に基づき作成した調査項目に加
え、産業保健関係者の問題解決能力（予防＋
事後解決）のひとつとして「労働安全衛生関
連法令の基本的理解と活用」について問う
調査項目「⑰業務において疑問が生じたと
き、産業保健に関するどの法令を調べれば
よいのか、解釈はどのようにしたらよいの
か、調べて適切に理解することができる。」
も作成した。9 つの効果測定指標の多くは
労働安全衛生関連法令についての基本的な
知識を修得していることを（暗黙の）前提と
しているようにみえるが、それらの知識（理
解）について直接尋ねる項目も必要と考え
たからである。この調査項目⑰の作成にお
いては、看護師向けの産業保健活動につい
ての文献に「課題解決の施策を実現するた
めのスキル」のひとつとして「労働安全衛生
関連法規の基本的理解。法律を暗記する必
要はないが、どの法規を調べればいいのか、
解釈はどうしたらいいのか、疑問に思った
ときに調べて正しく理解する経験を積む。」
[8]とあるのを参考にした。 

 以上に示した全 17 項目について、「そう
である」「まあそうである」「どちらともいえ
ない」「あまりそうではない」「そうではな
い」の 5 件法で尋ねることとした。ただし、
回答者の職種によってはあてはまらない
（業務の範囲外である）内容の項目がある
可能性も考慮し、「あてはまらない」の選択
肢も用意した。 
 次に、研修開始前（Before）、研修講座受
講中、研修修了直後（After）に実施する自
由記述式のアンケート項目について示す。 
研修開始前（Before）の調査については、

3 つの自由記述式のアンケート項目を作成
した。調査票の冒頭に配置する職種など属
性について尋ねる項目に続いて、「産業保健
（とそれに関連する分野）に関わるように
なったきっかけ（経緯）について、（プライ
バシーに問題ない範囲で）簡単にお書きく
ださい。」といった、調査参加者の（産業保
健業務に関するところの）”過去”を尋ねる
項目を準備した。 
続けて、問題解決能力のレディネス（ベー

スライン）を測定する調査（全 17 項目の選
択肢式アンケート）の後、調査票の最後に、
研修参加動機、研修に期待するものを尋ね
る自由記述式の質問項目 2 つ、「本研修に参
加しようと思われた動機・きっかけについ
て教えてください。」「本研修により得られ
ると期待しているものについて教えてくだ
さい。」を配置した。 
研修講座受講中の調査については、全 18

講座からなる e-learning 講座および 5 回の
事例演習講座それぞれについて、属性や講
義の理解度などについて尋ねる受講後アン
ケートに加え、「ふりかえりミニレポート」
として「①今回の講座で扱ったことを箇条
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書きでまとめてください。」「②今回の講座
で扱ったことについて、印象に残ったこと、
勉強になったと思うことについて記してく
ださい。」の 2 点について自由記述式で回答
してもらうこととした。 
このような「ふりかえりミニレポート」を

回答してもらうことが有効ではないかと考
えた背景について述べる。（本研究の調査参
加者だけでなく、日本産業保健法学会の研
修講座受講者にも使われている）受講後ア
ンケートにも自由記述欄（ご意見がござい
ましたら、自由にご記入ください。）はあり、
場合によっては「○○が勉強になりました」
など、受講後のふりかえりに似た内容が投
稿される場合もあるかもしれないが、本研
究で調査するのは研修による効果、言い換
えれば受講者が研修によって何がどう変化
したかであるため、各講座に対する「意見」
として尋ねるのとは別にするべきと考えた。 
なお受講後の小テスト（3問）で、各講座

内容について「R・ガニエによる学習成果の
5 分類」のうち①言語情報、②知識技能の分
野の到達目標についてはある程度確認でき
ると思われるが、受講後に「ふりかえり」を
記してもらうことにより、小テストによる
測定を補強・補足できる可能性がある。 
また、各講座後の「ふりかえり」は例えば

200～400 字程度であったとしても、全講座
修了後では全体としてかなりの量のテキス
ト（データ）を得ることができると思われ、
研修効果の評価に活用できる情報の量を格
段に増やすことができる可能性もある。 
研修修了直後（After）の調査については、

問題解決能力のレディネス（ベースライン）
を測定する調査（全 17 項目の選択肢式アン
ケート）の後、調査票の後半に配置する数値

評価アンケート項目 1 つと、自由記述式の
アンケート項目 4つを作成した。 
まず、（研修修了直後時点での）研修への

期待の達成度について、「本研修の開始前に
「本研修の修了後に得られると期待してい
るもの」についてお尋ねしました。研修修了
後の現在、その期待は達成されたでしょう
か。100 点満点で点数をつけてみてくださ
い。」として、数値で評価（入力）してもら
うこととした。なお、あえて選択肢式回答
（例えば「非常に満足」「まあ満足」など）
にせず、数値入力形式にした理由として、
120 点など「100 点満点」を超える回答があ
る可能性を考えたためである。 
次に、研修で（期待通り）得られたもの、

研修で（期待したほどは）得られなかったも
の、それぞれについて「研修修了後の現在、
当初研修後に得られると期待していたもの
のうち、期待通り・あるいは期待以上に達成
できたと思うことについて教えてくださ
い。」「反対に、当初期待していたもののう
ち、期待通りでなかった・期待が外れたと思
うことについて教えてください。」の自由記
述式のアンケート項目 2つを作成した。 
最後に、研修内容の活用可能性について

は「本研修全体をふりかえり、自分の業務に
活用できると思われることについて記して
ください。」という項目で、研修全体のふり
かえりについては「本研修全体をふりかえ
り、印象に残ったこと、（業務にすぐに活用
できるかどうか分からないが）勉強になっ
たと思うことについて記してください。」と
いう項目で、それぞれ自由記述式で回答し
てもらうこととした。 
なお、第 3 回委員会会合で「受講者に全

講座の終了時に学習内容と活用に関する簡
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単なレポートの執筆をお願いする」ことで
了解を得たが、研修講座受講中に各講座に
対する「ふりかえり」を提出してもらうので
あれば、調査参加者の負担を考えると、全講
座終了時の「簡単なレポート」は上記の自由
記述式のアンケート項目に代えてもよいの
ではないかと考え、項目案として作成・提案
を行った。 
 

Ｅ．結論 

 本研究では、産業保健関係者の問題解決
能力（予防＋事後解決）の向上を目指して実
施される産業保健法学研修（厚労科研・日本
産業保健法学会）の研修効果測定を行うた
めの調査デザインおよび調査項目の作成を
行った。当該調査デザインおよび調査項目
の作成は、①委員会における議論およびそ
れらの議論から抽出された研修における効
果測定指標（9つ）、②委員会の高橋委員に
より検討・作成された「R・ガニエによる学
習成果の 5 分類」による研修における効果
測定指標（9 つ）についての整理、の 2 つを
基に、文献や先行研究も参考にして行った。 
 

Ｆ．研究発表 

1．論文発表 

なし。 

2．学会発表 

なし。 
 

Ｇ．知的所有権の取得状況 

1．特許取得 

 該当せず。 

2．実用新案登録 

 該当せず。 
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 該当せず。 
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資
料

1 
高
橋
委
員
に
よ
る
「
Ｒ
・
ガ
ニ
エ
に
よ
る
学
習
成
果
の

5
分
類
」
を
用
い
た
整
理

 

 
※

1 
研
修
内
で
の
到
達
目
標
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
，
厚
生
労
働
省
の
職
業
能
力
評
価
基
準
に
お
け
る
職
務
遂
行
の
た
め
の
基
準
を
参
考
に
し
て
い
る
。

 
厚
生
労
働
省
，
職
業
能
力
評
価
基
準
の
策
定
業
種
一
覧
：

ht
tp

s:/
/w

ww
.m

hl
w.

go
.jp

/s
tf/

ne
wp

ag
e_

04
65

3.
ht

m
l 

①
言
語
情
報

②
知
識
技
能

③
認
知
的
方
略

④
運
動
技
能

⑤
態
度

性
質
：
指
定
さ
れ
た
も
の
を
覚
え
る

宣
言
的
知
識
，
再
生
的
学
習

性
質
：
規
則
の
未
知
の
事
例
に
適
用

す
る
力
，
手
続
き
的
知
識

性
質
：
自
分
の
学
習
過
程
を
効
果
的
に
す
る

力
，
学
習
技
能

性
質
：
筋
肉
を
使
っ
て
体
を
動
か

す
，
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
力

性
質
：
あ
る
物
事
や
状
況
を
選
ぼ
う
／

避
け
よ
う
と
す
る
力

1

不 調 者 と の

合 意 形 成

・
不
調
者
へ
の
個
別
対
応
で
不
調
者
の
就
労
継
続
や
退
職
に
つ
き
，
適

正
か
つ
有
効
な
約
束
を
交
わ
し
た
か
，
で
き
る
と
思
う
か

【
研
修
内
で
の
到
達
目
標
：
不
調
者
の
就
労
継
続
や
退
職
に
つ
き
，
適

正
か
つ
有
効
な
約
束
を
か
わ
す
た
め
の
手
順
や
留
意
事
項
，
配
慮
す
べ

き
事
項
を
説
明
で
き
る
。
】

・
産
業
保
健
法
に
お
け
る
〇
〇
や
△
△
，
✕

✕
等
に
つ
い
て
，
説
明
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
る
】

・
不
調
者
の
就
労
継
続
や
退
職
に
つ

き
，
適
正
か
つ
有
効
な
約
束
を
交
わ

す
た
め
の
手
順
や
留
意
事
項
，
配
慮

す
べ
き
事
項
を
説
明
で
き
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
る
】

・
不
調
者
の
就
労
継
続
や
退
職
に
つ
き
，
適

正
か
つ
有
効
的
な
約
束
を
交
わ
す
こ
と
が
で

き
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

・
相
手
の
主
張
を
誠
実
に
傾
聴
し
確
認

す
る
と
と
も
に
，
合
意
形
成
に
向
け
て

丁
寧
な
説
明
を
行
っ
て
い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

労
務
管
理
専
門

ク
レ
ー
ム
対
応

2

不 調 者 対 応 策

の 発 案

・
不
調
者
対
応
に
つ
い
て
，
（
関
係
者
間
の
話
し
合
い
の
場
を
持
ち
）

対
応
策
の
発
案
／
決
定
を
促
進
し
た
／
し
て
い
る
か
，
で
き
る
と
思
う

か 【
研
修
内
で
の
到
達
目
標
：
不
調
者
対
応
に
つ
い
て
，
組
織
の
人
事
戦

略
や
方
針
を
踏
ま
え
た
上
で
，
対
応
策
を
発
案
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
】

※
下
線
部
は
別
の
指
標
と
し
た
方
が
よ
い
と
い
う
ご
意
見
あ
り
。
→
下

線
部
は
2番

で
は
削
除
し
，
9番

に
含
め
て
は
ど
う
か
。

・
過
去
の
労
務
管
理
上
発
生
し
た
問
題
事

例
，
労
働
災
害
の
発
生
状
況
等
を
説
明
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

・
労
働
災
害
や
労
務
管
理
上
の
重
大
な
問
題

に
対
し
て
，
判
例
や
過
去
の
類
例
を
踏
ま
え

て
対
応
策
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
る
】

・
不
調
者
の
対
応
策
を
発
案
す
る
た

め
に
，
体
系
的
な
情
報
収
集
や
調
査

分
析
の
手
続
き
や
方
法
に
つ
い
て
説

明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
る
】

・
組
織
の
人
事
戦
略
や
方
針
等
を
踏
ま
え
，

〇
〇
（
例
え
ば
，
安
全
衛
生
，
就
業
管
理
，

福
利
厚
生
？
）
等
に
関
す
る
個
別
の
不
調
者

対
応
策
を
発
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
事
例
を
設
定
す
れ
ば
，
研
修
中
に
一
部
確

認
で
き
る
？
】

・
対
応
策
の
発
案
に
関
し
て
，
〇
〇

（
例
え
ば
，
不
調
者
の
権
利
擁
護
や
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
，
中
立
・
公
平
？
）
等
に

厳
格
な
配
慮
を
行
っ
て
い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

労
務
管
理
専
門

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

3

産 業 保 健 に 関

す る ル ー ル づ く り

・
職
域
で
の
産
業
保
健
に
関
す
る
ル
ー
ル
づ
く
り
（
修
正
を
含
む
）
に

関
与
し
た
／
し
て
い
る
か
。
促
進
，
発
案
，
協
議
へ
参
加
し
て
い
る

か
，
で
き
る
と
思
う
か

【
研
修
内
で
の
到
達
目
標
：
職
域
で
の
産
業
保
健
に
関
す
る
ル
ー
ル
づ

く
り
に
関
し
て
課
題
を
明
確
に
し
，
修
正
案
を
提
案
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
】

・
産
業
保
健
に
関
す
る
法
や
制
度
の
改
正
動

向
に
つ
い
て
，
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
判
例
や
失
敗
事
例
か
ら
類
似
性
や
特
徴
，

上
手
く
い
か
な
い
理
由
を
整
理
し
て
い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
る
】

・
組
織
に
お
け
る
産
業
保
健
活
動
の
方
針
や

ビ
ジ
ョ
ン
等
を
自
分
の
言
葉
で
説
明
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

・
産
業
保
健
に
関
す
る
ル
ー
ル
作
り

や
運
用
に
関
す
る
手
続
き
や
方
法
に

つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
る
】

・
担
当
組
織
の
定
性
的
・
定
量
的
成
果
を
期

首
の
目
標
に
照
ら
し
て
適
正
に
評
価
し
，
課

題
を
明
確
に
し
て
い
る
。

・
目
標
未
達
成
の
場
合
に
は
原
因
分
析
を
行

い
，
修
正
案
を
取
り
ま
と
め
て
い
る
。

【
研
修
中
に
一
部
確
認
で
き
る
？
】

・
産
業
保
健
に
関
す
る
ル
ー
ル
作
り
や
運
用

を
的
確
に
行
っ
て
い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

・
産
業
保
健
に
関
す
る
ル
ー
ル
づ
く

り
に
関
し
，
各
部
門
の
関
係
者
の
主

張
を
聞
き
な
が
ら
円
滑
に
意
見
調
整

を
行
っ
て
い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

・
〇
〇
（
経
営
ニ
ー
ズ
？
）
と
〇
〇

（
従
業
員
ニ
ー
ズ
？
）
双
方
を
踏
ま

え
，
コ
ス
ト
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
勘
案

し
な
が
ら
実
効
性
の
あ
る
ル
ー
ル
づ
く

り
を
行
っ
て
い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

人
事
・
人
材
開
発

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

4

組 織 診 断

の 実 施

調
査
項
目
：
健
康
づ
く
り
に
関
す
る
組
織
診
断
（
組
織
的
な
ア
セ
ス
メ

ン
ト
や
分
析
：
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
集
団
分
析
を
含
む
）
を
，
法
制

度
や
判
例
等
を
踏
ま
え
て
，
実
施
に
こ
ぎ
つ
け
た
／
て
い
る
か
，
で
き

る
と
思
う
か

【
研
修
内
で
の
到
達
目
標
：
健
康
づ
く
り
に
関
す
る
組
織
診
断
の
実
施

計
画
を
，
法
制
度
や
判
例
等
を
踏
ま
え
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
】

・
健
康
づ
く
り
に
関
す
る
組
織
診
断
の
意
義

や
必
要
性
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

・
健
康
づ
く
り
に
関
す
る
法
制
度
や
判
例
に

つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

*〇
〇
法

*△
△
法

*✕
✕
に
関
す
る
判
例

【
研
修
中
に
確
認
で
き
る
】

・
健
康
保
持
増
進
計
画
の
流
れ
と
留

意
事
項
を
，
PD
CA
サ
イ
ク
ル
を
用
い

て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
る
】

・
健
康
づ
く
り
に
関
し
て
専
門
的
な
知
見
や

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
な
ど
を
実
施
し
，
事
業
場

に
お
け
る
課
題
を
明
確
に
し
て
い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

・
事
業
場
の
実
態
や
法
制
度
や
判
例
等
を
踏

ま
え
て
，
健
康
保
持
増
進
計
画
を
作
成
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

【
研
修
中
に
一
部
確
認
で
き
る
？
】

・
健
康
づ
く
り
に
関
す
る
組
織
診
断

を
行
う
た
め
に
必
要
な
〇
〇
（
例
え

ば
，
観
察
・
記
録
，
情
報
伝
達
，
質

問
，
傾
聴
？
）
に
関
す
る
技
術
を
習

得
し
て
い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

・
健
康
保
持
増
進
対
策
を
進
め
る
に
あ

た
り
，
〇
〇
（
例
え
ば
，
個
人
情
報
の

保
護
？
）
へ
の
配
慮
を
行
っ
て
い
る
。

・
無
意
識
に
無
理
な
く
，
意
欲
的
に
，

楽
し
み
な
が
ら
取
り
組
め
る
取
り
組
み

を
検
討
し
て
い
る
。

【
研
修
中
に
一
部
確
認
で
き
る
？
】

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

本
研
修
で
何
を
し
た
か
，
何
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か

参
考
に
し
た

職
業
能
力
評
価

基
準
に
お
け
る

能
力
ユ
ニ
ッ
ト
※
1

R・
ガ
ニ
ェ
に
よ
る
学
習
成
果
の
5分

類
（
評
価
・
支
援
方
法
の
差
異
に
基
づ
い
て
学
習
目
標
を
分
類
し
た
枠
組
み
）
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分
担
研
究
報
告
書
（
西
本

 
実
苗
・
他

14
名
）

  

※
1 

研
修
内
で
の
到
達
目
標
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
，
厚
生
労
働
省
の
職
業
能
力
評
価
基
準
に
お
け
る
職
務
遂
行
の
た
め
の
基
準
を
参
考
に
し
て
い
る
。

 
厚
生
労
働
省
，
職
業
能
力
評
価
基
準
の
策
定
業
種
一
覧
：

ht
tp

s:/
/w

ww
.m

hl
w.

go
.jp

/s
tf/

ne
wp

ag
e_

04
65

3.
ht

m
l 

 
 

①
言
語
情
報

②
知
識
技
能

③
認
知
的
方
略

④
運
動
技
能

⑤
態
度

性
質
：
指
定
さ
れ
た
も
の
を
覚
え
る

宣
言
的
知
識
，
再
生
的
学
習

性
質
：
規
則
の
未
知
の
事
例
に
適
用
す

る
力
，
手
続
き
的
知
識

性
質
：
自
分
の
学
習
過
程
を
効
果
的
に
す
る

力
，
学
習
技
能

性
質
：
筋
肉
を
使
っ
て
体
を
動
か

す
，
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
力

性
質
：
あ
る
物
事
や
状
況
を
選
ぼ
う
／

避
け
よ
う
と
す
る
力

5

信 頼 関 係

と 評 価

調
査
項
目
：
た
と
え
履
行
補
助
者
，
外
部
支
援
者
で
あ
っ
て
も
，
ト
ッ

プ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
や
組
織
全
体
に
影
響
力
を
持
つ
要
素
：
①
情
報
，
②

権
限
，
③
ス
キ
ル
　
①
②
③
を
新
た
に
獲
得
し
た
か
。

【
研
修
内
で
の
到
達
目
標
：
な
し
】

※
他
の
項
目
が
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
本
項
目
は
達
成
さ
れ
る
と
し
，

こ
こ
で
の
研
修
内
で
の
到
達
目
標
は
な
し
で
も
良
い
の
か
。

・
全
体
最
適
の
立
場
か
ら
，
影
響
力
を
持
つ

要
素
（
①
情
報
，
②
権
限
，
③
ス
キ
ル
）
を

認
識
し
て
い
る
。

・
各
自
の
職
場
な
ど
で
，
①
②
③
を
新
た
に

獲
得
す
る
力
を
身
に
つ
け
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

6
質 問 力

調
査
項
目
：
問
題
解
決
を
促
進
す
る
「
質
問
の
仕
方
」
が
向
上
し
た
か

／
し
つ
つ
あ
る
か
。

【
研
修
内
で
の
到
達
目
標
：
設
定
さ
れ
た
あ
る
場
面
に
お
い
て
，
不
調

者
に
対
し
て
問
題
解
決
を
促
進
す
る
た
め
の
質
問
を
行
う
こ
と
（
ロ
ー

ル
プ
レ
イ
）
が
で
き
る
。
】

※
実
際
に
は
個
別
的
で
繊
細
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
力
を
指
す

が
，
研
修
で
は
個
別
的
は
難
し
い
た
め
一
般
的
な
手
法
を
取
り
扱
う
と

し
た
。

・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
お
け
る
質
問
の
手

法
，
実
施
の
手
順
，
配
慮
事
項
等
を
説
明
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
お
け
る
NG
あ
る
あ

る
質
問
の
仕
方
を
認
識
し
て
い
る
。

・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
意
義
や
必
要
性
に
つ

い
て
説
明
で
き
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
る
】

・
不
調
者
の
特
徴
に
応
じ
て
，
質
問
を

使
い
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
る
】

・
各
自
の
職
場
な
ど
新
た
な
場
面
で
，
不
調

者
の
問
題
解
決
を
促
進
す
る
「
質
問
す
る

力
」
を
身
に
つ
け
て
い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
行
う
た
め
に

必
要
な
観
察
・
記
録
，
情
報
伝
達
，

質
問
，
傾
聴
に
関
す
る
技
術
を
修
得

し
て
い
る
。

・
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
質
問
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。
（
ロ
ー
ル
プ

レ
イ
）

【
サ
ン
プ
ル
事
例
と
し
て
，
研
修
中

に
一
部
確
認
で
き
る
】

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

7

ト ラ ブ ル 未 然 防 止

調
査
項
目
：
ト
ラ
ブ
ル
（
の
お
そ
れ
が
あ
る
状
況
）
へ
の
介
入
に
（
慎

重
な
が
ら
）
自
信
を
も
っ
て
取
り
組
め
そ
う
か
。

【
研
修
内
で
の
到
達
目
標
：
ト
ラ
ブ
ル
へ
の
介
入
に
自
信
を
も
っ
て
取

り
組
め
る
よ
う
に
，
未
然
防
止
す
る
た
め
の
施
策
や
対
応
策
を
説
明
す

る
こ
と
が
で
き
る
】

※
自
信
を
持
っ
て
取
り
組
め
る
力
が
身
に
つ
い
た
か
を
研
修
内
で
評
価

す
る
こ
と
は
難
し
い
た
め
，
研
修
で
の
到
達
目
標
は
検
討
す
る
必
要
あ

り
。
例
え
ば
と
し
て
，
未
然
防
止
す
る
た
め
の
施
策
や
対
応
策
を
説
明

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
が
，
何
が
で
き
れ
ば
自
信
が
つ
く
と
い
え

る
か
。

・
産
業
保
健
に
関
す
る
業
務
に
対
し
て
想
定

さ
れ
る
リ
ス
ク
に
関
す
る
基
本
事
項
を
説
明

で
き
る
。

・
過
去
に
起
き
た
ト
ラ
ブ
ル
の
事
例
や
判
例

を
理
解
し
て
い
る
。

*必
要
な
知
識
：
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
，

個
人
情
報
保
護
，
守
秘
義
務
，
〇
〇
法
に
関

す
る
知
識
な
ど

【
研
修
中
に
確
認
で
き
る
】

・
あ
る
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に
防
ぐ
た
め

に
講
じ
ら
れ
る
施
策
や
対
応
策
を
説
明

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
る
】

・
ト
ラ
ブ
ル
の
未
然
防
止
に
向
け
た
業
務
マ

ニ
ュ
ア
ル
や
規
定
集
等
，
職
場
で
活
用
で
き

る
ツ
ー
ル
の
開
発
に
携
わ
っ
て
い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

・
不
調
者
に
関
し
て
正
確
に
情
報
を

確
認
し
，
周
囲
と
共
有
し
て
い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

・
関
係
者
と
の
交
渉
や
事
前
根
回
し

等
を
行
い
，
協
力
体
制
を
構
築
し
て

い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

〇
〇
（
例
え
ば
，
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
守

秘
義
務
，
個
人
情
報
保
護
と
か
？
）
の

重
要
性
を
認
識
し
，
そ
の
取
り
扱
い
に

関
し
て
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

ト
ラ
ブ
ル
防
止

本
研
修
で
何
を
し
た
か
，
何
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か

参
考
に
し
た

職
業
能
力
評
価

基
準
に
お
け
る

能
力
ユ
ニ
ッ
ト
※
1

R・
ガ
ニ
ェ
に
よ
る
学
習
成
果
の
5分

類
（
評
価
・
支
援
方
法
の
差
異
に
基
づ
い
て
学
習
目
標
を
分
類
し
た
枠
組
み
）
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分
担
研
究
報
告
書
（
西
本

 
実
苗
・
他

14
名
）

  

※
1 

研
修
内
で
の
到
達
目
標
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
，
厚
生
労
働
省
の
職
業
能
力
評
価
基
準
に
お
け
る
職
務
遂
行
の
た
め
の
基
準
を
参
考
に
し
て
い
る
。

 
厚
生
労
働
省
，
職
業
能
力
評
価
基
準
の
策
定
業
種
一
覧
：

ht
tp

s:/
/w

ww
.m

hl
w.

go
.jp

/s
tf/

ne
wp

ag
e_

04
65

3.
ht

m
l 

 

①
言
語
情
報

②
知
識
技
能

③
認
知
的
方
略

④
運
動
技
能

⑤
態
度

性
質
：
指
定
さ
れ
た
も
の
を
覚
え
る

宣
言
的
知
識
，
再
生
的
学
習

性
質
：
規
則
の
未
知
の
事
例
に
適
用
す

る
力
，
手
続
き
的
知
識

性
質
：
自
分
の
学
習
過
程
を
効
果
的
に
す
る

力
，
学
習
技
能

性
質
：
筋
肉
を
使
っ
て
体
を
動
か

す
，
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
力

性
質
：
あ
る
物
事
や
状
況
を
選
ぼ
う
／

避
け
よ
う
と
す
る
力

8

目 標 管 理 と 遂 行

調
査
項
目
：
産
業
保
健
に
関
す
る
自
分
の
業
務
に
よ
り
，
組
織
（
一
定

数
の
労
働
者
）
の
労
働
生
産
性
が
あ
が
り
そ
う
か
。

【
研
修
内
で
の
到
達
目
標
：
組
織
の
労
働
生
産
性
の
向
上
や
労
務
ト
ラ

ブ
ル
を
回
避
（
疾
病
罹
患
者
の
回
復
支
援
，
秩
序
違
反
の
行
動
抑
制
な

ど
）
す
る
た
め
の
産
業
保
健
に
関
す
る
自
分
の
業
務
を
見
直
し
，
改
善

案
を
示
し
て
い
る
】

※
労
働
生
産
性
だ
け
で
な
く
，
疾
病
罹
患
者
の
回
復
支
援
，
秩
序
違
反

の
行
動
抑
制
も
評
価
対
象
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
あ
り
。

・
組
織
の
目
標
・
方
針
を
正
確
に
理
解
し
て

い
る
。
【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

・
担
当
業
務
に
関
す
る
課
題
を
明
確
に
し
，

目
標
設
定
を
適
切
に
行
っ
て
い
る
。

・
目
標
の
達
成
度
や
成
果
に
つ
い
て
，
結
果

や
プ
ロ
セ
ス
を
検
証
し
，
次
の
目
標
設
定
や

改
善
案
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

【
研
修
中
に
一
部
確
認
で
き
る
】

・
実
行
計
画
に
沿
っ
て
，
チ
ー
ム
で

連
携
を
と
り
な
が
ら
業
務
を
推
進
し

て
い
る
。

・
予
定
通
り
仕
事
が
進
ま
な
い
場
合

に
は
，
早
め
に
上
位
者
に
報
告
・
連

絡
・
相
談
し
て
い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

・
与
え
ら
れ
た
役
割
は
，
最
後
ま
で
責

任
を
も
っ
て
や
り
遂
げ
て
い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

目
標
管
理

9

リ ス ク 察 知 と 連 携

（
熊
谷
委
員
か
ら
の
提
案
）

調
査
項
目
：
産
業
保
健
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
の
リ
ス
ク
を
察
知

（
発
見
）
し
た
り
，
そ
れ
を
関
係
者
と
共
有
す
る
た
め
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
形
成
を
行
っ
て
い
る
か
。

【
研
修
内
で
の
到
達
目
標
：
産
業
保
健
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
ト
ラ
ブ

ル
事
例
か
ら
，
リ
ス
ク
や
そ
れ
ら
の
解
決
方
法
を
説
明
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
】

※
研
修
内
で
の
到
達
目
標
の
設
定
に
よ
っ
て
，
7番

と
9番

が
類
似
し
て

い
る
。

・
問
題
解
決
の
た
め
に
必
要
な
知
識
や
情
報

を
，
ど
こ
か
ら
，
ど
の
よ
う
に
集
め
た
ら
よ

い
の
か
，
概
要
を
把
握
し
て
い
る
。

*関
係
機
関
等
に
関
す
る
知
識

*産
業
保
健
の
問
題
に
関
す
る
知
識

*コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
技
術
に
関
す
る
知

識
（
傾
聴
，
共
感
，
質
問
，
伝
達
）

【
研
修
中
に
一
部
確
認
で
き
る
】

・
産
業
保
健
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
ト

ラ
ブ
ル
事
例
か
ら
，
リ
ス
ク
や
そ
れ
ら

の
解
決
方
法
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
る
】

・
職
場
な
ど
新
た
な
場
面
で
，
必
要
に
応
じ

て
外
部
に
問
い
合
わ
せ
る
な
ど
情
報
収
集
を

行
っ
て
い
る
。

・
セ
ミ
ナ
ー
等
に
積
極
的
に
参
加
し
，
情
報

収
集
と
自
己
研
鑽
に
努
め
て
い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

・
傾
聴
，
共
感
，
質
問
，
伝
達
な
ど

の
技
術
を
用
い
て
，
他
者
と
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
こ
と
が
で
き

る
。

・
関
係
機
関
と
良
好
な
関
係
を
保
つ

と
と
も
に
，
的
確
に
連
絡
・
調
整
な

ど
を
行
っ
て
い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

関
係
機
関
と
の
連
携

本
研
修
で
何
を
し
た
か
，
何
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か

参
考
に
し
た

職
業
能
力
評
価

基
準
に
お
け
る

能
力
ユ
ニ
ッ
ト
※
1

R・
ガ
ニ
ェ
に
よ
る
学
習
成
果
の
5分

類
（
評
価
・
支
援
方
法
の
差
異
に
基
づ
い
て
学
習
目
標
を
分
類
し
た
枠
組
み
）
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資料 2 研修効果測定調査調査票（紙ベースのイメージであり、実際に e-learning サイト
に掲載された場合と外観は異なる）
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分担研究報告書（西本 実苗・他 14名） 

厚労科研・日本産業保健法学会研修に関するアンケート調査 

この調査は、実践的な産業保健法学研修の開発のため、研修の実施、効果評価を行う
ことを目的として実施します。 
回答いただいた個人情報は調査研究のためのみに利用することとし、分析結果の発

表にあたって個人が特定されることはありません。 
なお、この調査への回答内容は、今後受講していただく講座の成績評価には一切関係

いたしませんので、ありのままを率直にお答えください。 
どうぞよろしくお願いいたします。 

 
1．あなたご自身について、お尋ねします。 
01．職種 

1：産業医・医師 
2：保健師・看護師 
3：心理職 
4：衛生管理者・人事労務・ 
5：弁護士 
6：社労士 
7：その他の職種 

02．７：その他、を選んだ方は具体的にご記入ください。 
 
03．年代 

1：20 代以下 
2：30 代 
3：40 代 
4：50 代 
5：60 代以上 

04．所属（勤務先） 
1：企業 
2：教育機関 
3：行政機関 
4：医療機関・福祉施設 
5：経営者（独立系産業医などの事務所を含む） 
6：その他 

05．６：その他、を選んだ方は具体的にご記入ください。 
06．所属先（経営企業・事務所）の規模 

－3215－



分担研究報告書（西本 実苗・他 14名） 

1：1‐49人 
2：50~499人 
3：500~999 人 
4：1000人～ 

07．（嘱託産業医や社会保険労務士の方など）主な(最も大きな)顧問先の規模 
1：1‐49人 
2：50~499人 
3：500~999 人 
4：1000人～ 

08．産業保健（とそれに関連する分野）に関わるようになったきっかけ（経緯）について、
（プライバシーに問題ない範囲で）簡単にお書きください。 
 
 
2．ご自身が産業保健分野で担当されている業務に関して、お尋ねします。 
それぞれの項目について、ご自身があてはまると思われる選択肢を 1つ選んでください。 
なお、各項目について現在は行っていない、あるいは経験のない場合は、そのようなこと

が必要になった場合を想定してお答えください。 
ただし、これは自職種にはあてはまらない（業務の範囲外である）と思われる場合のみ「あ

てはまらない」を選択してください。 
 

そうで
ある 

まあ 
そうで
ある 

どちら
ともい
えない 

あまり
そうで
はない 

そうで
はない 

あて 
はまら 
ない 

不調者の就労継続や退職につき、
相手の主張を誠実に傾聴し確認す
るとともに、合意形成に向けて丁
寧な説明を行っている。 

      

不調者の就労継続や退職につき、
本人と適正かつ有効な約束（合意）
を交わすことができる。 

      

不調者対応について、関係者間で
現状や課題を共有し話し合う機会
をもっている。 

      

不調者対応について、関係者と話
し合い、本人と職場の状況に応じ
た対応策を発案することができ
る。 
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担当組織全体を理解した上で、産
業保健に関するルールや仕組みづ
くり（修正案も含む）を促進、発
案、協議することができる。 

      

健康づくりに関する組織診断（組
織的なアセスメントや分析：スト
レスチェックの集団分析を含む）
を、法制度や判例等に踏まえて説
得し、実施することができる。 

      

組織のトップ（経営層）の考え方
を知り、その組織の文化や産業保
健の方針を理解している。 

      

職場環境（人事制度、人間関係な
ども含む）にも目を向け、様々な
機会を利用して多面的な情報収集
に努めている。 

      

組織のトップ（経営層）や担当者
の理解や意欲に応じて、トップや
担当者に法制度や判例等を踏まえ
た上で分かりやすく説明できる。 

      

組織の意思決定の仕組みを理解
し、必要に応じて適切な根回しを
することができる。 

      

（産業保健に関する個別的、組織
的な）問題解決につながる有益な
情報を得るために、適切な質問を
することができる。 

      

トラブルへの介入に（慎重ながら）
自信をもって取り組むことができ
る。 

      

組織（一定数の労働者）の労働生
産性をあげるための産業保健に関
する自分の業務を見直し改善案を
示すことができる。 

      

不調者への対応（面談や復職支援
など）に関する自分の業務を見直
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し改善案を示すことができる。 
産業保健に関する問題について
のリスクをあらかじめ把握した
上で適切に評価することができ
る。 

      

産業保健に関する問題について
のリスクについて関係者間で共
有し、それらについて話し合う
ことができる。 

      

業務において疑問が生じたと
き、産業保健に関するどの法令
を調べればよいのか、解釈はど
のようにしたらよいのか、調べ
て適切に理解することができ
る。 

      

 
3．最後に、本研修についてお尋ねします。 
本研修に参加しようと思われた動機・きっかけについて教えてください。 
 
 
本研修により得られると期待しているものについて教えてください。 
 
 

質問は以上です。ご回答いただきまして、どうもありがとうございました。  
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今回の講座のふりかえりミニレポート 

提出されたミニレポートの内容は、個人を特定できる情報を除いた上で、受講者間（研修開
発プロジェクト参加者間）で共有できるようにいたします。 
①今回の講座で扱ったことを箇条書きでまとめてください。 
 
 
②今回の講座で扱ったことについて、印象に残ったこと、勉強になったと思うことについて
記してください。 
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厚労科研・日本産業保健法学会研修に関するアンケート調査 

この調査は、実践的な産業保健法学研修の開発のため、研修の実施、効果評価を行う
ことを目的として実施します。 
回答いただいた個人情報は調査研究のためのみに利用することとし、分析結果の発

表にあたって個人が特定されることはありません。 
なお、この調査への回答内容は、受講された講座の単位認定には一切関係いたしませ

んので、ありのままを率直にお答えください。 
どうぞよろしくお願いいたします。 

 
2．ご自身が産業保健分野で担当されている業務に関して、お尋ねします。 
それぞれの項目について、ご自身があてはまると思われる選択肢を 1つ選んでください。 
なお、各項目について現在は行っていない、あるいは経験のない場合は、そのようなこと

が必要になった場合を想定してお答えください。 
ただし、これは自職種にはあてはまらない（業務の範囲外である）と思われる場合のみ「あ

てはまらない」を選択してください。 
 

そうで
ある 

まあ 
そうで
ある 

どちら
ともい
えない 

あまり
そうで
はない 

そうで
はない 

あて 
はまら 
ない 

不調者の就労継続や退職につき、
相手の主張を誠実に傾聴し確認す
るとともに、合意形成に向けて丁
寧な説明を行っている。 

      

不調者の就労継続や退職につき、
本人と適正かつ有効な約束（合意）
を交わすことができる。 

      

不調者対応について、関係者間で
現状や課題を共有し話し合う機会
をもっている。 

      

不調者対応について、関係者と話
し合い、本人と職場の状況に応じ
た対応策を発案することができ
る。 

      

担当組織全体を理解した上で、産
業保健に関するルールや仕組みづ
くり（修正案も含む）を促進、発
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案、協議することができる。 
健康づくりに関する組織診断（組
織的なアセスメントや分析：スト
レスチェックの集団分析を含む）
を、法制度や判例等に踏まえて説
得し、実施することができる。 

      

組織のトップ（経営層）の考え方
を知り、その組織の文化や産業保
健の方針を理解している。 

      

職場環境（人事制度、人間関係な
ども含む）にも目を向け、様々な
機会を利用して多面的な情報収集
に努めている。 

      

組織のトップ（経営層）や担当者
の理解や意欲に応じて、トップや
担当者に法制度や判例等を踏まえ
た上で分かりやすく説明できる。 

      

組織の意思決定の仕組みを理解
し、必要に応じて適切な根回しを
することができる。 

      

（産業保健に関する個別的、組織
的な）問題解決につながる有益な
情報を得るために、適切な質問を
することができる。 

      

トラブルへの介入に（慎重ながら）
自信をもって取り組むことができ
る。 

      

組織（一定数の労働者）の労働生
産性をあげるための産業保健に関
する自分の業務を見直し改善案を
示すことができる。 

      

不調者への対応（面談や復職支援
など）に関する自分の業務を見直
し改善案を示すことができる。 

      

産業保健に関する問題について
のリスクをあらかじめ把握した
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上で適切に評価することができ
る。 
産業保健に関する問題について
のリスクについて関係者間で共
有し、それらについて話し合う
ことができる。 

      

業務において疑問が生じたと
き、産業保健に関するどの法令
を調べればよいのか、解釈はど
のようにしたらよいのか、調べ
て適切に理解することができ
る。 

      

 
2．次に本研修について、お尋ねします。 
本研修の開始前に「本研修の修了後に得られると期待しているもの」についてお尋ねしまし
た。研修修了後の現在、その期待は達成されたでしょうか。100 点満点で点数をつけてみて
ください。 
（       ）点 
 
研修修了後の現在、当初研修後に得られると期待していたもののうち、期待通り・あるいは
期待以上に達成できたと思うことについて教えてください。 
 
 
反対に、当初期待していたもののうち、期待通りでなかった・期待が外れたと思うことにつ
いて教えてください。 
 
 
本研修全体をふりかえり、自分の業務に活用できると思われることについて記してくださ
い。 
 
 
本研修全体をふりかえり、印象に残ったこと、（業務にすぐに活用できるかどうか分からな
いが）勉強になったと思うことについて記してください。 
 
 

質問は以上です。ご回答いただきまして、どうもありがとうございました。 
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新厚労科研安全衛生法学プロジェクト 
第１回（通算第２５回）会議開催要項 

 
２０２２年４月１６日（土曜）１３：３０～１７：３０ 

於）Zoom 
 
０ 新規ご参加者の紹介 
 柳川行雄氏（元厚生労働省中央労働衛生専門官） 
  関係判例、適用の実際を中心にご担当 
 大場敏彦氏（流通経済大学教授） 
  製造物責任と安衛法の関係を中心にご担当 
 
１ 報告書執筆上の留意点（概ね再掲） 
 ・項目「関連規定」の趣旨について 
 ・現場のリアルが見える体系書。判例、実例、運用実態を徹底的に重視する。 
 ・運用実態（適用の実際）については、先に共有した行政官・元行政官向けの調査結果を

引用する。 
 この項目は、基本的に監督行政の条文運用実態や、規制対象による履行状況を記す項目で

あり、履行支援のためのガイドライン等は、「内容」欄に示す。 
 引用方法 
令和２年度本研究プロジェクトによる行政官・元行政官向け法令運用実態調査（三柴丈典

担当） 
とする。 
その他、厚生労働省労働基準局監督課「労働基準関係法令違反に係る公表事案」、裁判例、

労働者健康状況調査等を参照のこと。 
 ・技術的な用語、法的用語について、用語解説を徹底する。 
 ・平易な表現に努める。ただし、先ずは情報の洗い出しを進め、表現の工夫は後に行う方

法も可。 
 ・技術的な用語の解説について：謝金を出せるので、やりとりの経過を記録して、ある程

度まとまった段階で、担当アシスタントの早川さんに送って下さい。 
 ・現段階で報告書にみられる問題点と改善方法 
 1）報告書冒頭の要約部分に、執筆テーマ（～について書いていきます）や解説対象条文

の内容をそのまま書いておられる方がおられます。調査して判明した事柄の要約を記載し

て下さい。 
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 2）関連条文の欄には、解説対象条文の下位の政省令・通達のみを書いている方がおられ

ます。他の分野の法律（建築基準法、健康増進法、化審法など）で、同じ問題に規制をかけ

ていて、適用の重複が生じる可能性がある規定を記載して下さい。 
 3）適用の実際の欄に、履行支援のためのガイドラインや行政による案内のみを書いてい

る方がおられます。監督官らによる運用実態を記載して下さい。 
 4）関係判例の欄の記載が乏しい例がみられます。解説対象条文に直接言及していなくて

も、規制の趣旨に関わる判例を積極的に採り上げて下さい。 
 5）私法上の効果の欄の記載が乏しい例がみられます。直接その条文に違反した場合の民

事救済のみでなく、被災者が加害者側の落ち度を追求する際に援用する可能性を考え、いろ

いろな当事者、関係性を多角的に想定して論じて下さい。 
 
２ 特別報告 
 大場敏彦氏 
 「製造物責任と安全衛生法（仮）」 
 
３ 法改正提案等の検討（＊今回のメイン） 
・行政官・行政官 OB からの提言にかかる検討 
先に実施した各都道府県労働局、主要監督署、関係団体に勤務する行政官・行政官 OB を

対象とした調査で示された要検討事項と法改正提案について、個々に検討する 
推進担当：森山 

 
４ 研究経過報告 
石崎（28～28 の 2）（＊語り部情報追加） 

 石崎（64～68）（＊語り部情報） 
その他、まだ報告書に反映した／する予定の語り部情報の報告が未了の方 

 
【逐条解説】 
 三柴（1～5） 
  未了（全体を踏まえ、最後に執筆予定） 
 大藪＋近藤（6～9：労災防止計画） 
  大藪報告は完了。災防計画策定関係者へのインタビューを踏まえた加筆修正、三柴によ

る要約の加筆修正共に未了。 
 三柴（10～19 の 3） 
  未了（全体を踏まえ、最後に執筆予定） 
 原（20～21）（＊語り部情報追加）、 
  本論の報告は完了。語り部情報の加筆、三柴による要約の加筆共に未了。 
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 佐々木（22～25 の 2）（＊）、 
  本論の報告は完了。語り部情報の加筆、三柴による要約の加筆共に未了。 
 森山（26～27） 
  報告完了。三柴による要約は未了。 
 石崎（28～28 の 2）（＊） 
  報告、要約共に未了。 
 三柴（29～32） 
  報告は 2/3 程度完了。要約は未了。 
 淀川（33～34 条）（＊） 
  報告完了。三柴による要約は未了。 
 森山（35～36） 
  報告完了、三柴による要約は未了。 
 井村（37～41）（＊） 
  報告は半分ほど完了。その部分の三柴による要約は完了。残る半分と語り部情報の加筆

は、報告、要約共に未了。 
 森山（42～44 の 2） 
  報告、要約共に未了。 
 淀川（44 の 3～54 の 6） 
  報告、要約共に未了。 
 長谷川（55～58）（＊） 
  報告、三柴による要約共に完了。語り部情報の加筆、三柴による要約の加筆は未了。 
 阿部（理）（59～63）（＊） 
  報告は 2/3 程度完了。初年度からの修正箇所の要約への反映は未了。 
 石崎（64～68 の 2）（＊） 
  報告はほぼ完了。三柴による要約もほぼ完了（修正の反映は未了）。 
 阿部（未）（69～71 の 4）→吉田（阿部執筆部分をベースにする） 
  報告、要約とも未了。 
 大藪、只野、近藤（72～77） 
  報告及び三柴による集約概ね完了、三柴による要約は未了。 
 南（78～87）（＊） 
  報告は概ね完了。三柴による加筆修正の要請への対応、語り部情報の追記は未了。三柴

による要約はほぼ完了。 
 鎌田・田中（88～100） 
  報告は概ね完了。三柴による要約も概ね完了。 
 大藪・近藤（101～103） 
  報告完了、三柴による要約は未了。 
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 三柴→吉田（104～105） 
  執筆者交代。報告、要約共に未了。 
 森山（106～108） 
  報告完了、三柴による要約は未了。 
 大藪・近藤（109～115） 
  概ね報告完了、三柴による要約は未了。 
 
【横断的検討課題】 
 ・性能要件規定の是非と射程（三柴） 
  未了。旧安衛則に関するメモのみ作成済み 
 ・安衛法・規則の名宛人と保護対象の整理（笹井） 
 ・建設アスベスト訴訟の意義～安衛法の保護射程～（） 
 ・作業関連疾患の予防（三柴） 
  未了。 
 ・罪刑法定主義と安全衛生の確保の関係（北岡） 
  報告は概ね完了。三柴による要約は未了。 
 ・「危険のおそれ」（原） 
  労働法学会用の原稿は脱稿済み。三柴による要約は未了。 
 ・発注者の責任、派遣労働者の安全衛生管理（近藤（ただし、発注者の責任が優先） 
  未了。 
 ・化学物質管理（森） 
  報告、要約共に完了。 
 ・法定健診制度（森） 
  報告、要約共に完了。 
 ・中小企業の安全衛生管理（高木） 
  完了。研究書掲載の適性について要検討。 
 ・副業・兼業、フリーランスの安衛法規制のあり方（北岡） 
  報告、要約共に未了。 
 ・安衛法の私法的効力、立証責任（井村） 
  報告、要約共に未了。 
 ・産業ロボットへの接触に関する規制（藤森） 
  報告は完了しているが、体裁整備と内容の深化が必要。 
 ・SDGs と労働安全衛生（永田） 
  未了。現在、別の厚労科研プロジェクトで調査中。来年度のプロジェクトで報告書提出

予定 
 ・特別規則の成立経緯、趣旨と基本構造、統合の可能性 
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 （衛生関係：藤森、安全関係：浅田） 
  藤森報告書：体裁整備が必要 
  浅田報告書：用語解説・図示が必要 
 ・事務所則における男女別トイレの是非（内藤） 
  提出されるか不明。 
 
５ 法学 WG だより（＊今回はなし） 
 井村真己氏 
 別途開催している法学者中心の WG での議論状況を紹介する 
 
６ 今後の予定の確認・調整 
 
 【２０２２年の会議開催予定の確認】 
 ６月２５日（土曜） １３：３０－１７：００ Zoom 
 ８月２７日（土曜） １３：３０－１７：００ Zoom 
１０月１１５５日日（土曜） １３：３０－１７：００ Zoom 
 
 ＊参加できない方には、三柴が個別に Zoom 等で進捗状況の確認をさせて頂きます。 
 
 分担研究報告書の締め切り 
 １１００月月末末日日  
 研究代表者において、約２０名分の分担報告書をチェックし、やりとりさせて頂く必要が

あるため、期限厳守をお願いします。 
 
７ 横断的検討課題と担当者の選定 

－3227－
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三柴：本日のご参集ありがとうございます。では、通算 25回、新しいプロジェクトになっ

て初回の厚労科研会議、安全衛生法学プロジェクトの会議を始めたいと思います。よろ

しくお願いします。先ほど改めて会議要項をメーリングリストで配信させていただきま

したけれども、それに沿って議事を進めたいと思います。 
まず、新規のご参加者のご紹介からさせていただきたいと思います。お一方目が柳川

行雄様で、もともと厚労省の中央専門官をお務めになっています。今は教育機関にお勤

めですけれども、そちらの職員としての資格ではなく、個人としてご参加いただくこと

になりました。このプロジェクトでは、体系書を作る中で、単なる頭でっかちな体系書

ではなく、現場の様子が伝わるものを作ろうとしています。関係判例や監督指導の実際

を条文ごとにしたためていく部分で、分担執筆者には少し難しいところについてご担当

いただくことをお願いしています。 
それから、流通経済大学の教授で、大場敏彦先生にもご参加いただくことになりまし

た。大場先生は、以前、製造物責任と労災の関係について論文をお書きになっていまし

て、私のほうでご無理をいってご参加のお願いを差し上げたということです。本日は、

そのテーマについてお話しいただく予定になっています。 
では、柳川様から一言ごあいさつをいただけますでしょうか。 

柳川：ただ今ご紹介いただきました柳川です。私は、三柴先生には現役時代にメンタルヘ

ルス関係の委員会でお世話になったことがあり、それからのお付き合いになります。先

日、先生から電話がかかってきて、こういったものがあるから参加するようにと言われ、

三柴先生のお言葉であればお断りできないということでお引き受けしたのですけれども、

私のような小物がこういうところに入ってもいいものだろうかと、いまだに少し逡巡

（しゅんじゅん）しています。皆さまの足を引っ張らないよう、私のできる限りのこと

をさせていただきたいと思っています。よろしくお願いします。 
三柴：それでは、大場先生、お願いできますか。 
大場：聞こえていますか。私は大場敏彦と申します。先ほど三柴先生からご紹介がありま

したように、過去、製造物責任、PL法と労働安全衛生法等々の問題を文書にしたことが

あり、三柴先生からお誘いをいただき、今回から参加させていただくことになりました。

よろしくお願いします。 
それと、本当におわびですけれども、今日お話しする内容の資料・レジュメを三柴先

生から「10 日までに必ず送れ」と言われていたのですが、自分のだらしなさのため、今

朝になって皆さま方にお送りすることになってしまい、皆さま方にはご心配、ご迷惑を

おかけしたことと思います。申し訳ありませんでした。 
三柴：ありがとうございます。では、一言ずつ自己紹介を、ごあいさついただければと思

います。私のZOOMの画面で見えている順に、お名前を呼び掛けさせていただきますの

で、お願いします。唐沢先生、お願いします。 
唐沢：私は行政 OB で、専門のバックグラウンドは化学です。現在の化学物質対策課長に

相当する化学物質調査課長などもしたことがありますし、地方の局長も 2～3カ所務めた

こともあります。三柴先生のお誘いがあり、引き続きこの会合に参加させていただきま

す。どうかよろしくお願いします。 
三柴：ありがとうございます。石﨑先生、お願いします。 
石﨑：石﨑です。すいません、今、カメラが難しく、音声のみで失礼します。私は横浜国

立大学で労働法の専門をしている石﨑と申します。こちらのプロジェクトには、2019 年

でしたか、そのときから関わらせていただいていまして、主に作業環境測定や安全衛生

の 3 管理に関わる部分の執筆を担当させていただいています。いろいろ遅れていますけ

れども、またこちらの研究会で先生方にご教示いただきながら進めていきたいと思いま

すので、どうぞよろしくお願いします。 
三柴：原先生、お願いします。 
原：明治大学法学部講師の原と申します。よろしくお願いします。本プロジェクトにおい
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ては、機械安全、建設安全の安衛法 20 条～21 条を担当させていただいています。主に

安全配慮義務や労災、あるいは産業保健法等々の研究に取り組んでいるところです。ど

うぞよろしくお願いします。 
三柴：篠原先生、お願いします。 
篠原：篠原です。私は、10 年間、労働基準監督官をしていましたが、その後独立し、今か

れこれ 20年になりますが、企業の安全衛生のお手伝いや教育研修をしています。ここ最

近は、新卒者の雇い主の教育を何件か回っている状態です。どうぞよろしくお願いしま

す。 
三柴：ありがとうございます。鎌田先生、お願いします。 
鎌田：鎌田です。大場先生、ご無沙汰しています。東洋大学の名誉教授で、日本産業保健

法学会の代表理事を務めています。ここでは、88 条～100 条までの、主に監督行政の実

効性確保のところを担当しています。よろしくお願いします。 
三柴：吉田先生、お願いします。 
吉田：はじめまして。弁護士の吉田と申します。日常的には、労働事件を中心にした弁護

士の業務をしながら、京都大学の法科大学院で、非常勤ですが労働法の関係を教えると

同時に、日本産業保健法学会で理事を務めさせていただいています。本プロジェクトに

おいても、一部執筆を担当させていただいていますので、どうぞよろしくご指導のほど

お願いします。 
三柴：内田先生、お願いします。 
内田：こんにちは。お願いします。現役の監督官をしています。今は労災課に所属してい

ますので、今日の大場先生のお話を興味深くお伺いしたいと思っています。また引き続

き勉強させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 
三柴：玉泉先生、お願いします。 
玉泉：玉泉です。昭和 49年に監督官になり、現在、退職して社労士等で自営の仕事をして

います。主に企業の顧問、安全衛生の仕事と人事労務関係の仕事、大体半々でしていま

す。どうぞよろしくお願いします。 
三柴：ありがとうございます。近藤さんですけれども、現役の監督官で、この 4 月の異動

で大阪労働局に来られました。私の勤め先と利益相反関係になってしまうということで、

一応、局に許可を取り、兼業していただくことにしていましたが、今後、実質は変わら

ないもののオブザーバーとしてご参加いただくことになります。報告書の執筆等には支

障がないと伺っていますので、実質は変わらないという前提で、オブザーバーとしてご

参加いただくことになりました。近藤さん、一言お願いします。 
近藤：近藤です。4 月から大阪労働局に異動になり、先ほど申し上げた経緯でオブザーバ

ーとして形式上参加させていただきます。報告書に関して、発注者責任について執筆し

ていますけれども、それについては特段問題がないと労働局からも確認を取っています。

実質は変わらないので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。 
三柴：ありがとうございます。淀川さん、お願いします。 
淀川：大阪で弁護士をしています、淀川と申します。よろしくお願いします。新プロジェ

クトになり、条文も新たに担当条文が増えたということもあり、気を引き締めて引き続

き頑張っていきたいと思います。引き続き、ご指導のほどよろしくお願いします。 
三柴：ありがとうございます。北岡先生、お願いします。 
北岡：東洋大学法学部准教授の北岡と申します。95 年から 2000 年まで労働基準監督署で

勤めた経験もあります。専門は労働保険の法的構造の究明です。この研究会におきまし

ては、罪刑法定主義と労働安全衛生法との関係、それからフリーランサー等の安全衛生

に関わる問題について検討させていただいています。また、秋の労働法学会では雇用類

似と労働安全衛生との関係について報告する予定にしています。どうぞご指導をよろし

くお願いします。 
三柴：ありがとうございます。浅田先生。 
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浅田：元厚生労働省の行政官の浅田と申します。現在は特定社会保険労務士、労働安全衛

生コンサルタント等を行っています。このプロジェクトは、私にとりまして、労働安全

衛生法を見直す大変いい機会になっていると思いますので、引き続き皆さま方、ご指導

のほどよろしくお願いします。 
三柴：ありがとうございます。佐々木先生。 
佐々木：名古屋学院大学法学部の佐々木達也と申します。私の専門は労働法で、このプロ

ジェクトでは安全衛生法 22 条～25 条の 2 までを担当しています。ここでは特別衛生規

則の関係を中心に、22 条～23 条を特にここまで中心的にやってきまして、これから先

は 24 条～25 条に徐々にウエートを移しながらやっていきたいと思っています。引き続

きご指導のほど、よろしくお願いします。 
三柴：角田先生。 
角田：労働安全コンサルタントの角田と申します。よろしくお願いします。今までは兵庫

県の建設会社の傍ら、労働安全コンサルタントとして仕事をしていましたが、4 月から

は専業となり、労働安全衛生の会社に勤めています。仙台の会社ですけれども、こちら

の副代表を務めています。現在は現場パトロールまたは安全衛生研修等を行っています。

勤め先が変わりましたので、より一層、現場のリアルをお伝えするところでお手伝いで

きればと思います。よろしくお願いします。 
三柴：ありがとうございます。長谷川先生。 
長谷川：専修大学の長谷川です。労働法を専攻しています。本研究会では、安衛法の 55条

～68 条、化学物質のところを担当させていただいています。本年度につきましても、ど

うぞ先生方、引き続きご指導等をいただければと思います。どうぞよろしくお願いしま

す。 
三柴：藤森先生。藤森先生、音声が出ていないようです。ミュートは解除されています。

解除されていますが、音声が出ていないようです。反応していただいているということ

は、こちらの声は聞こえていますか。こちらの声が聞こえていたら、こうしていただけ

ますか。オーケーマークを出していただけますか。藤森先生、こちらの声が聞こえてい

たら、オーケーマークをお願いします。手でオーケーマークを出していただけますか。

こちらの音声は聞こえているけれども、われわれに声が聞こえない状況ですね。藤森先

生、おそらくパソコンの具合だと思いますので、一度入り直していただいてもいいでし

ょうか。後でまたごあいさつの機会を設けさせていただければと思います。あるいは、

そのままお聞きいただく形でもやむを得ないかと思いますけれども、入り直していただ

いたほうがいいと思います。では、森山さん。 
森山：聞こえますでしょうか。森山と申します。私は平成 25年に、近藤さんと同期ですけ

れども、監督官に採用され、9 年間ずっと署の監督業務と安全衛生業務をしていました。

特に安衛法に関心があり、産業医の方を通して三柴先生にご紹介いただき、1 年ぐらい

前から分担研究報告書の執筆もさせていただいています。本日は特に私の担当条文であ

る 42 条～44 条の 2 にも、流通規制ですけれども、少し関係のある分野のお話を先生か

らお伺いできると思い、楽しみにしていました。今年度もご指導ご鞭撻（べんたつ）の

ほど、皆さま方によろしくお願いします。 
三柴：ありがとうございます。笹井さん、お願いします。 
笹井：千葉で監督官をしています、笹井と申します。このプロジェクトには年明けぐらい

から入れてもらい、安衛法・安衛則の名宛て人と保護対象の整理を担当しています。今

後ともどうぞよろしくお願いします。 
三柴：ありがとうございます。藤森先生以外で、まだごあいさついただいていない方はい

らっしゃいますか。今、藤森先生が入り直されたので、少しお待ちしたいと思います。

藤森先生。 
藤森：はい。 
三柴：聞こえました。良かったです。藤森先生、お願いします。 
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藤森：大変ご迷惑をかけました。藤森です。私は、もともとは労働基準監督官として現場

で監督業務に携わっていました。その後、労働本省で労災方面の仕事や、あるいは内閣

法制局や中央労働委員会で業務に携わっていました。その後退職し、中災防に入りまし

た。中災防はいろいろなセクションにいましたが、最近では安全衛生教育センターの所

長と講師をしていまして、実は 3 月 31 日でその組織も退職しました。 
この委員会には 19年度から 3年間お世話になり、協力者という立場ですけれども、私

もいろいろと勉強させていただいています。今後ともぜひよろしくお願いします。以上

です。 
三柴：ありがとうございました。これで全員ごあいさついただけたかと思いますので、早

速、中身に入りたいと思います。まず、恒例の報告書執筆上の留意点です。これは何度

もお伝えしているところですが、徹底のため、改めてお伝えします。 
まず、分担報告書の条文解説の部分で関連規定とあるのは、この項目は、再三申し上

げているように、その条文にひも付く政省令だけではなく、同じような問題が生じたと

きに適用関係がバッティングするような、競合関係が生じ得るような他の法令、化審法

あるいは建築基準法、そういった他の省庁が干渉するような法令なども挙げていただき

たいという趣旨です。他の参考書などを見て載っていない、ピンとこないという事情が

あれば、この研究会の中に詳しい先生がおられるので、積極的にお尋ねいただきたいと

いうことです。玉泉先生を含め、現場のコンプライアンス等々に非常に精通された先生

方がいらっしゃいますので、お尋ねいただきたいということを再度申し上げます。 
先に言うべきでしたけれども、現場のリアルが見える体系書を作りたい、要するに、

のっぺりと難しい文章が並んでいる本を作りたいわけではなく、これを 1 冊読むことで、

例えばどういう災害傾向などがあってできた条文で、それが現場ではどう使われている

のかを把握できるものを作りたいということです。判例や監督指導の実際などをきちん

と洗い出して書いていただきたいということです。監督指導の実際については、適用の

実際というところに書いていただきたいのですが、すでに共有してある行政官や元行政

官向けの調査結果を引用していただきたいということです。 
なお、適用の実際という項目にガイドラインなどを書いていらっしゃる方がいます。

いけないとは言いませんが、あくまでもこの項目は監督指導行政がその条文についてど

う行われているかを書く欄です。ガイドラインなどは、確かに監督指導の際の参考には

されると思いますが、適用の実際ではないので、趣旨に外れるということを改めて申し

上げたいと思います。 
監督指導の実際を示す資料としては、令和 2 年度にこのプロジェクトで行った調査の

結果や、厚労省の監督課が公表事案を出しています。裁判例や厚労省あるいは関係団体

が行っている公的な調査などを引用していただき、他にも参考になる資料があれば、積

極的に活用していただきたいということです。 
そして、このプロジェクトの重要なポイントの一つですけれども、書き方を易しくし

ていただきたいということを何度も申し上げています。自分の分野では当たり前の用語

でも、他の分野から見れば分かりにくいことは、ままあることです。そこに横串を刺す

のがこのプロジェクトの重要なミッションです。正確な表現に努めるのは分かりますが、

どうしてもその専門用語を使わざるを得ないのであれば用語解説を横に付けて分かりや

すくすることは徹底していただきたいです。これは何度も申し上げていますが、ご提出

いただく報告書を見ると、なされていないと感じています。それを含め、平易な表現に

努めていただきたいということです。 
もちろん、取りあえずは少し難しい表現でも、専門的な表現でも並んでいる文章を書

いて、後でじっくりと易しい表現に改めていくという手順を取ることは構わないのです

けれども、少なくとも最終的に出来上がるものは、今年の 10月末には最終稿を出してい

ただくことになりますので、そこまでの段階では必ず全体に易しい表現が使われた報告

書にしていただきたいということです。 
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それとの関連で、例えば建設の専門用語や、法律の専門からすると分からない用語が

出てきたら、謝金は出せますから、きちんと専門家に聞いていただきたいということで

す。特に歴史を洗っていると、昔の法令に出てくる用語で、いくら調べても意味が分か

らないというのがあります。あるいは現代の法令用語でも、安衛法令独特の用語でイメ

ージがつかめない、専門家でないと分からないというのがあります。そういうものにつ

いては、現場に詳しい先生がいらっしゃいますから、積極的に尋ね、自分なりにきちん

と解説を加えていただきたいということを重ねてお願いします。 
今の段階で報告書に見られる問題点と改善方法です。これも何度かお伝えしています

が、まず 1 点目に、報告書の冒頭にフォーマットとして要約を付けていただくことにな

っています。ここに「何々について書いていきます」あるいは条文の解説であれば、解

説の対象条文をそのまま並べてあるものがあります。この要約というのは、調べて分か

ったことを書く箇所であり、所信表明でもなければ単なる条文の要約であってはならな

いということです。ここは重ねてお願いします。先ほど申し上げましたように、関連条

文の欄に、条文解説であればその条文にひも付く政省令や通達だけを書いている方がお

られますが、この項目はそういう趣旨ではないということを重ねて申し上げます。 
3 番目もすでに申し上げたとおりで、適用の実際という項目は、監督指導の実際が、

要するに監督官がその条文をどう使っているのか、どういう状況を認めたら切符を切る

のかということを書いていただく欄ですから、一般に公開されているガイドラインなど

を書いて終わりでは意味がないわけです。とにかく今まで出ていない本を出したいわけ

です。立体的に安衛法という法体系を語れるような本、これを見れば、普通は手に入ら

ない情報を含め手に入り、くどいですけれども、なぜできたのか、どう使われているの

かということがはっきりつかめる本にしたいということですので、くれぐれもよろしく

お願いします。 
監督官の方が、この研究班でも多いというのは、やはり安衛法の運用となると監督官

の方が関心を持たれやすく、現に詳しい方が多いということを反映しています。もっと

も、行政官は守秘義務を負っていますから、言えることと言えないことがあるのは当然

です。しかし、情報を抽象化することでエッセンスを示すことはできるはずなので、例

えばモデルケースとしてこういう例があるというかたちで、運用の例を出すことは可能

なので、工夫をしてその趣旨にかなった記載ができるように努めていただきたいという

ことです。 
関係判例の記載が乏しい例が見られますけれども、これは、例えば今判例データベー

スを幾つかの業者、第一法規やレクシスネクシスが出しています。しかし、ああいうと

ころで条文にひも付く判例を調べると大してありません。しかし、直接安衛法の条文に

言及していなくても、関連する判例は調べればありますので、そこは積極的に洗い出し

ていただきたいということです。 
今の課題に関連しますけれども、私法上の効果という項目を設けていますが、その記

載が乏しい例が見られます。ここも少し頭をひねっていただきたいのですけれども、直

接その条文に違反した民事事件だけではなく、別の角度からその条文に関わる民事の訴

訟があれば、そういうものは拾い上げていただきたいということです。 
いい例が富士ブロイラー事件で、井村さんの担当の箇所です。これは検査機関に関す

る規定が問題になりましたけれども、検査機関が検査に落ち度があり、厚労省からしば

らく事業を休めという処分を受けました。それを不服として、検査機関が厚労省を訴え

たという事件でした。すいません。今の話は一切削除で、言い直します。 
富士ブロイラー事件というのは、検査機関に関する規定が問題になったことは間違い

ないのですが、事件は、検査機関の検査を通ってきた機械を事業場で使っていたら、実

は検査に落ち度があり、問題が起きてしまいました。鶏肉を中に入れて粉砕していたの

ですが、圧力容器に欠陥があり、蓋がボンとはげて、ご近所中に臭い鶏肉がばらまかれ

てしまい、その被害で結局その事業場がつぶれてしまうということが起きました。その
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事業主が、検査が甘かったせいでこういうことが起きたというので、国を訴えました。

あなたの検査が甘かったせいで、うちがこのような問題を起こしてしまったということ

で訴えたというケースでした。 
検査に関する条文というと通常民事の訴訟が起こると考えにくいのですが、こういう

訴訟は起き得るということです。このケースは結局、国、検査機関側の責任は認められ

なかったわけですけれども、ただ、判決の中で「検査に関する条文というのは労働者を

守るために設けられているから、事業者がきちんと検査をしてもらい、使う機械の完全

性を確保する、要するに事業者のための規定ではない」ということを言っていました。

仮に機械に欠陥があり労災が起きてしまった場合、労働者が国や検査機関をその規定に

基づいて訴えることはあり得るわけです。杓子（しゃくし）定規に考えるのではなく、

安衛法の条文はいろいろなことを定めていますから、いろいろなかたちで民事訴訟が起

きます。いろいろな被災者あるいはいろいろな被害を感じる方が、その条文を使って訴

訟を提起し得るということを想定していただきたいということです。 
単純に分かりやすいかたちでその条文違反を問題にする民事訴訟ではなく、その条文

をうまく活用するかたちで被害を訴える方が生じ得ることを想定していただきたいとい

うことです。今の富士ブロイラー事件も、そういう意味ではいい例かと思います。まさ

かその検査に関する規定を使い、検査が甘かったから国を訴える、検査機関を訴えると

いう訴訟が起きるとは普通イメージしないと思いますけれども、そういうものが起き得

ることをお示ししたということです。以上です。 
では、いよいよ本日の特別報告に入らせていただきます。本日は、大場敏彦先生から

製造物責任と安衛法についてお話をいただきます。くしくもそれに関するような話を差

し上げましたけれども、安衛法ではご案内のとおり本質的な安全対策が必要だというこ

とで、事業者だけではなく、事業場で使われる機械等々を製造する者、輸入する者、譲

渡提供する者などにもいろいろ規制をかけているところです。検査も、そうした規制の

一環といえ、検査を通ったものでなければ、そもそも市場に出してはいけない等々の規

制があります。そうした川上に至る規制が安衛法の一つの特徴ですけれども、そうなる

と現場で労働者が危ない機械により被災した場合、安衛法を使って訴訟をすることもで

きるし、製造物責任を問うこともできるという場面が出てくるかと思います。しかし、

それぞれ趣旨が違いますので、両者の関係がどうなるか、さらにいえば製造物責任法、

PL法を使って労災を防ぐという運用ができないものか等々、大場先生からお話を承りた

いと思います。 
大場先生、資料ですけれども、共有していただけますか。 

大場：製造物責任法と労災補償について、お話をさせていただきます。最初に、労災補償

の方法として、ここに 3 つ挙げました。労働基準法による災害補償、これは休業補償給

付の最初の 3 日間のところについて労災保険の対象になっていませんので、使用者の費

用負担で補償するというところしか実際には使われていないかと思います。 
次に、労働者災害補償保険法による補償、さらに労基法のものを充実させた内容にな

っています。ただ、労基法による災害補償、労働者災害補償保険法による補償、これら

については、定型的な補償になっているということは皆さまご承知のことと思います。

いわゆるピアニストの親指を切断してしまった場合、それが一般のあまり親指の欠損が

作業遂行上にそれほど支障になるわけではない被災労働者に対する補償と、ピアニスト

という、親指がないことによって演奏がかなり難しくなる、損害内容が大きいものに対

する補償が全く同じ内容になってしまっています。つまり、定型的なものであるという

点です。 
もう一つは、いわゆる慰謝料請求です。慰謝料は、労災保険法による補償の対象には

なっていません。これらの意味で、この 2 つのものにつきましては、完全な、あるいは

十分な労災補償にはどうしてもなっていないという点が指摘されているかと思います。

その点、この損害賠償による補償ですと、安全配慮義務、労働契約法の 5 条に基づく損
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害賠償あるいは民法 709 条、これは一般的な不法行為です。それから 715 条、いわゆる

使用者責任です。717 条、土地の工作物責任、こういった損害賠償というかたちになれ

ば、先ほどお話ししたような一般の方が親指を切断してしまった場合とピアニストが親

指を切断してしまった場合、これらを区別して、より十分な補償が可能になるという点

が損害賠償の特徴になってくるかと思います。 
もう一つ、製造物責任法、PL 法に基づく損害賠償も、PL 法制定によって可能になっ

てきています。これらも損害賠償ということですから、より充実した補償が可能である

こと、それから責任主体を増やすことによる被災労働者のメリットとしては、事業者の

経営状態や資産内容によっては勝訴判決を受けたとしても空手形に終わってしまう、こ

ういった問題点があるわけですけれども、事業者の状況によって空手形になってしまう

場合でも、製造物責任、製造者についても損害賠償請求が可能になることにより、より

充実した補償を被災労働者らが受けることになるのではないか。これが一つ目のメリッ

トと考えています。 
それから、製造物責任に基づく損害賠償ということになりますと、こういった製造物

にこういった欠陥があったということが官公庁のホームページ等にも出ているようです。

製造物に欠陥があることが判明すれば、同じ製造物を使用する他の事業者も対策を講じ

ることができるようになります。労働災害の予防という点から見ても、製造物責任法に

よる補償をすることが一定のメリットがあるのではないかと考えています。 
次に、製造物責任法、PL法と省略していますが、この概要は、製造物について引き渡

したものの欠陥により他人の生命、身体または財産を侵害した製造業者等の損害賠償を

定めている法律です。ここで製造物ですけれども、これについては PL 法 2 条 1 項で製

造または加工された動産と定義されています。製造というのは、部品または原材料に手

を加え、新たな物品を作り出すことです。加工とは、物品に手を加えて、その本質を保

持しつつ、これに新しい属性または価値を付加することです。大体ものを作る、それか

ら手を加えて加工するといったこととほぼ同じような意味かと思います。 
もう一つ、製造物の定義です。ちなみに読みますと、動産という定義がされています。

この動産は読んで字のとおり動くものですけれども、民法の意味するところと同一です。

つまり、有体物です。電気、ガス等のエネルギーのような、かたちを持っていないもの

は動産ではありません。かたちがある有体物であること、土地とその定着物以外、これ

らのものが動産と民法上されています。これが製造物責任法上の製造物の定義の一つ、

動産の定義になっています。 
ここで民法の用語ですけれども、土地とその定着物以外のものが動産です。土地は不

動産ということになるわけですけれども、定着物とは何か。これは土地に付着している

ものであり、継続的に一定の土地に付着させて使用されることがそのものの取引上の性

質と認められるものとされています。建物もそうですけれども、流木、立ち木、あるい

はテレビ塔も土地に強固に接着されているわけですから、これらは土地の定着物です。

従って不動産ではないと民法上、一般的に考えられています。 
ただ、製造物責任法、これは今ここで示してみますけれども、引き渡したものという

条件が付いています。民法上の定着物、例えばエレベーターなどを考えていただければ

良いと思いますけれども、エレベーターは通常は建物の中にしっかりと固定され、エレ

ベーターそのものを簡単に取り外すことができるものではありません。従って、エレベ

ーターなどは民法上は定着物とされ、建物の一部となっているものでも、製造物責任法

上は、引き渡した時点で動産であれば土地の定着物でも土地でもありません。エレベー

ターなどは、むしろ引き渡された時点では動産で、それを建物の中に入れて動産である

部品を組み立ててエレベーターとして機能させるわけですけれども、引き渡しされた時

点で動産であれば製造物責任法の適用を受けるということに PL 法上なっています。同

じように、エレベーターだけではなく工場等の機械類についても、引き渡しされた時点

では土地、定着物以外のものということになりますので、製造器具、機械等についても
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製造物責任法の適用を受けることになります。 
このような製造物責任法について、欠陥があった場合に製造物責任を負うとされてい

ます。これも条文上定められていることですけれども、製造物が通常有すべき安全性を

欠いていること、通常有すべき安全性を欠いているかどうかは製造物の表示や効用、有

用性、価格対効果、被害発生の蓋然（がいぜん）性とその程度、通常使用の使用期間・

耐用期間などといった当該製造物の特性、製造物の合理的に予期される使用や製造物の

使用者による損害発生防止の可能性などの通常予見される使用形態、製造物が引き渡さ

れた時期や技術的実現可能性の当該製造物を引き渡した時期、危険の明白さや製品のば

らつきの状況、天災等の不可抗力の存否など、その他の製造物に関わる事情といった要

素を考慮し、欠陥の有無が判断になることとされています。 
正直に、私もそれほど検討したわけではないのですけれども、いわゆる木材、材木等

を切断する丸ノコの場合には、労働者、作業者がその丸ノコに直接触れる、それによっ

て手指等を切断することがないように一定のガードをするといった規制、あるいはプレ

ス機などの場合に片手でそのプレス機を操作しプレスすることは好ましくないので、両

手の指を使ってプレス機を操作することが規制されています。こういったプレス機の場

合によく現場で行われていると思われるのが、一方のボタンを押した状態で固定し、も

う一方、右手なら右手のボタンを押すだけで事実上両方ボタンが押されたようになって

プレス機が動いてしまうことは予見できます。通常予見される使用形態、そういうこと

も実際には行われるだろうということも当然プレス機の製造者としては考え得る、実際

にそういうトラブルも結構あったわけですから、簡単に改造することができるような状

態のプレス機を製造した場合にはやはり欠陥があると判断すべきではないかと考えてい

ます。 
次にいっていただきます。製造物責任法による損害賠償の責任主体は、製造業者等と

定義されています。当該製造物を業として製造、加工または輸入した者を製造業者とい

い、それら以外の者、製造業者として氏名、商号、商標、その他の表示をした者、当該

製造物に製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者、その製造物に自分が製造

業者だという表示をした者、あるいは当該製造物の製造、加工、輸入または販売にかか

る形態、その他の事情から見て当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができ

る氏名等の表示をした者、通常は輸入者、販売者の誰々になるわけですけれども、そう

いった記載をすることなく事実上製造したのは私ですという表示をした者についても、

「製造業者など」として損害賠償の責任主体としています。 
なお、ここでご注意いただきたいのが、これら製造業者等の定義からすると、販売業

者は製造業者等から除かれています。いったん納入された製造物を修理あるいは設置を

する設置業者についても、これは経産省の見解ですけれども、製品が流通に置かれた後

の問題であることや、ほとんどの場合、設置、修理業者と消費者、これは事業者という

ことになりますけれども、この間に直接的な契約関係が存在しています。修理契約とい

った契約が存在しているため、その製造物責任を問わなくても、修理契約という契約関

係に基づいて損害賠償等々の処理をすることが適当であるということから、販売業者、

修理業者、設置業者については製造物責任法の責任主体となっている製造業者等には含

まれていません。ここまでが前提になります。 
次に 3番目ですけれども、PL 法と労働安全衛生法、労働安全衛生規則等の関係にお話

を移させていただきます。まず、労働安全衛生法、労安衛法や、労働安全衛生規則、安

衛則といった行政上の基準と PL 法上の欠陥がどういう関係にあるのかということが、

私が今回お話しするメインの内容になっています。つまり、これら行政上の基準を満た

していれば、労安衛法、安衛則でさまざまな規制をきちんと満たし、守っているという

ことから、直ちに製造物責任法上の欠陥が存在しなかったという認定をしてよろしいの

か、あるいは、逆に基準を満たしていなければ、そのことをもって直ちに欠陥の存在を

認定し、あるいは欠陥があったであろうという推定をすることができるかということが
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一番の問題、関心となっています。 
これについて、まず設置基準です。これは運輸省が定めた踏切道保安設備設置標準を

巡って争われた最高裁判決です。37 年当時、製造物責任はありませんでしたので、民法

717 条の工作物責任との関係が問題になったものです。設置基準は大体労安衛法や安衛

則といった行政上の基準とお考えいただいて結構ですけれども、その設置基準は行政指

導監督上の一応の標準として必要な最低限度を示したものであることが明らかであり、

同表示に違反していないことをもって瑕疵（かし）、これは製造物責任法、PL法上の欠

陥とほぼ同じ意味とご理解ください。この瑕疵あるいは欠陥が否定されるわけではない。

違反していないから、直ちに欠陥がなかったとはしないという考え方、見解が最高裁で

示されています。 
もう一つ、次に行政法上の製品安全規則は製品事故防止を目的として製品の製造販売

に際して充足する最低基準を定めた取締規定、労安衛法等も行政が事業者あるいは製造

業者等に対しての法律違反を取り締まるという規定になっていますから、取締規定であ

ると同時に企業の製品安全対策や消費者の購入使用にかかる評価のガイドラインとして

の意味を持っています。そしてこのような安全規則の意味・目的と被害者救済ルールを

定めた製造物責任法の意義、目的とが異なることから、行政上の安全規則の適合、不適

合と欠陥の存在や製造物責任の存否の判断とは必ずしも一致するわけではありません。 
つまり、最初のところでお話しました労安衛法、安衛則に違反しているか、あるいは

適合しているか、それと PL 法上の欠陥は直接関係がないと一般論を述べた上で、ただ、

欠陥判断における重要な考慮事情、労安衛法、安衛則といった行政上の基準に適合して

いないということは欠陥があったと考慮する事情の一つになります。逆に、適合してい

れば欠陥があったのではないかと考慮する事情の一つにはなります。これも 1 番の欠陥

の認定、推定については、そのようなことは否定するという考え方になっています。 
もう一つ、少し下の 3 番に移ります。製造物責任法上、労安衛法あるいは安衛則とい

ったことを意味しますけれども、取締規定に違反していないという事実のみをもって直

ちに欠陥がない、きちんと取締規定、労安衛法等は守っているが、そのことから直ちに

欠陥がないという判断はできません。その反面、当該製造物が法律に基づいて定められ

たこれらの安全基準に適合している場合、労安衛法等の規制に適合している場合には、

取りあえずは欠陥がないものと推定して差し支えないということです。 
つまり、労安衛法、安衛則の規定を遵守していれば、そのことから欠陥がないものと

推定するという考え方になります。この点で欠陥がない、つまり、製造物責任は負わな

いと推定することになります。欠陥がないとして、推定することになると、例えば被災

労働者が原告、製造業者等が被告となった損害賠償請求をした場合、欠陥がないものと

推定されてしまいますから、そうではなく欠陥があったということを被災労働者側が裁

判所に納得させなければならないことになり、立証責任が原告側に移ってしまうことが

考えられます。しかし、これにつきましては、どうなのかというのが個人的な考え方に

なります。 
つまり、製造物責任法、PL 法 4条は、当該製造物をその製造業者等が引き渡したとき

における科学または技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを

認識することができなかったという場合には、製造業者等は免責され、賠償責任を負い

ません。つまり、欠陥がなかった、あるいは、欠陥があったことを認識できなかった場

合、あるいは、欠陥があることを予見することができなかった場合、それを製造業者等

が立証すれば損害賠償責任は負わないという規定がPL法4条になっています。つまり、

PL法 4条の規定を見る限り、基本的に欠陥がなかった、あるいは、欠陥が予見できなか

ったということは、製造業者等の側に立証責任を負わせているように考えられます。 
これに対して、基準を遵守していれば欠陥がないものと推定するということになると、

逆に原告側、被災労働者側に立証責任を負わせるかたちになってしまいますので、この

PL 法 4 条の規定と（3）の見解が示している欠陥がないものとして推定するという考え



10 
 

方との間では、矛盾が発生するのではないのかと考えています。 
このように、基本的に労安衛法、安衛則と PL 法上の欠陥とは、一応分けて考えてい

ます。ただ、重要な考慮事情の一つ、要素の一つだと考える程度というのが一般的な考

え方と要約できるかと思います。 
三柴：先生、すいません。一つだけ、この（3）というのは、誰が言ったことですか。 
大場：最後にあります山本先生の『注釈製造物責任法』、平成 7 年、1995 年に出版された

本です。ここで山本庸幸先生が主張されている内容になります。 
三柴：分かりました。山本先生の学説と、PL法 4条が矛盾するのではないかという主張で

すか。 
大場：私は、そのように考えています。今、三柴先生からもご指摘がありましたけれども、

引用しているかぎかっこの部分等について、細かく引用文献を表示しておらず、最後に

引用参照文献をまとめてしまっています。申し訳ありません。本来であれば細かくやる

べきところですけれども、ご了承ください。 
三柴：すいません。では、ついでに（2）のかぎ内の部分というのは、これは誰の見解に

なりますか。 
大場：これは下のところにあります消費者庁の製造物責任法の逐条解説に載っているもの

です。これにつきましては、引用参照文献の 2 番目、経済企画庁消費者行政第 1 課編

『逐条解説製造物責任法』、1995 年の内容を引用しています。ただ、その後ご承知のよ

うに民法の改正があり、この第 2版が平成 20年に出されています。それ以降その民法改

正を含めた逐条解説をするものとして、こちらのホームページ、消費者庁の製造物責任、

PL 法の逐条解説はこちらのアドレスで公表されています。こちらの内容も同様に（2）
でお示しした考え方です。これを判断しています。 
ちなみに、消費者庁などの逐条解説では、こういった取締規定に違反しているのか、

あるいは適合しているのかということと欠陥の判断について、PL法は推定規定を一切置

いていません。つまり、取締規定に違反していたら欠陥と推定する、逆に取締規定に適

合しているから欠陥ではないと推定する。あるいは、適合していないから欠陥があると

推定する。このような両方の意味での推定規定は、消費者庁等では PL 法の規定にはあ

りませんし、消費者庁等はあえてそのような規定を置かなかったと説明しています。 
これは、最新のホームページ上の PL 法の逐条解説のところに載っているものです。

製造物責任法、施行前の裁判実務であっても、製造物による事故が起こった場合、その

製造物の種類、欠陥の対応、製造後事故発生までの期間、製造物の使用状況、証拠の距

離等の諸般の事情を裁判所が総合的に考慮して、個々の事案に即して欠陥や因果関係の

存在、欠陥の存在時期が認定されていました。これらの認定に当たっては、事実上の推

定等が事案に応じて活用されており、事案に即して公平の観点から被害者の証拠負担の

軽減が図られています。推定規定がないので、基本的には、欠陥があったということは、

被災労働者側で証明しなければならないということになるわけですけれども、裁判実務

上、公平の観点から立証責任を軽減して、つまり被災労働者が欠陥があったというとこ

ろの立証責任を比較的軽くして、その分、欠陥がなかった、責任は負わないという製造

業者側の立証責任を重くする実務がされているという指摘はされています。 
次に、4 の試験に移らせていただきます。これはあくまでも私見ですけれども、労安

衛法は条文上、労働災害の防止のための最低基準を定めたものであると同時に、快適な

職場環境の形成を促進すること、この 2 つを目的としています。実は私、この労働災害

防止のための最低基準として捉えられる条文、規定、規制と快適な職場環境の形成を促

進することを目標とした基準、規制を少し分けて考えてみるべきではないかと考えてい

ます。 
そのように分けて考えてみた場合、労安衛法や安衛則上の基準が必要な最低限度、も

ちろん労働災害防止のための必要な最低限度を示したものであることが条文の規定ある

いはその趣旨等から明らかな場合には、その基準を満たしていたとしても、なおそのも
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のが本来備えているべき性質、または設備を欠く、すなわち欠陥に当たる場合があるこ

とは否定できないのではないか。 
つまり、あくまでもこれら労安衛法や安衛則の基準というのが最低限度のものを示し

たものに過ぎないと考えられますので、その最低限度、必ずクリアしなければならない

ぎりぎりの限度をクリアしていた、満たしていたとしても、あくまでも最低限度のもの

をクリアしているだけですから、直ちに欠陥には当たらない、欠陥がないということは

言えないのではないか。最低限度の中ですから、それをクリアしたとしても、なお欠陥

と認められる場合があることは否定できないのではないかと。逆に労安衛法や安衛則上

の基準が必要な最小限度を示したことが明らかでない、別の言い方をしますと、望まれ

る、あるいは高度な基準を定めている場合、もう少し別な言い方をしますと、労災防止

のための必要な最低限度を示したものではない。例えばということでお話をしますと、

労安衛法の第 3 章の安全管理衛生管理体制のようなものについては、労災防止のための

最低限度を示しているとは、今考えられないということになるかと思います。 
このような必要な最低限度を満たしたものであることが明らかでない場合、高度な基

準を定めている場合であっても、基準を満たしていることをもって欠陥を否定する、あ

るいはなかったものと推定することはできないのではないか。逆に労安衛法や安衛則上

の基準が製造物の製造に関しての必要な最低限度を示したものであることが明らか、実

際には労安衛法の第 5 章、機械ならびに危険物および有害物に関する規定の多くは、や

はりこれに当たると考えていますが、そのような場合にそのような基準すら満たしてい

ない、安衛法が最低限要求している基準すら満たしていないことは、直ちにそのものが

本来備えているべき性質または設備を欠くこと、あるいは通常有すべき安全性を欠いて

いることになると考えていいのではないかと。つまり、基準違反の場合には、欠陥と推

定していいのではないか。 
逆に、行政上の基準が必要な最低限度を示したものであることが明らかではない場合

については、そのような基準を満たしていないことをもって、直ちに欠陥があったと認

めることは、最低限度を示したものではないわけですから、それを満たしていないから

といって直ちに欠陥があったとは言えないのではないか。ただし、必要な最低限度を示

したものであることが明らかではない場合であっても、基準を満たしていないことによ

って労働災害が発生することが予見可能であり、あるいは労働災害の発生という結果を

回避する可能性があった場合には、賠償責任は肯定されることになるだろうと。このよ

うに PL 法上の欠陥の認定に当たっては、労安衛法や安衛則などの具体的な規定が労働

災害の防止のための最低基準であるか、それともそうとは解されないか否かを個別的に

検討していく必要があるのではないかと。 
先ほども例に出したところですが、労安衛法第 3 条に規定される安全衛生管理体制や

労安衛法 66条に規定される健康診断、これは一般の健康診断、それから有害業務従事者

への健康診断についてもそうですし、これ以外の例えば労安衛法 68 条の 8 あるいは 68
条の8の2、こういった過重労働対策として導入された面接指導も一定の基準・ルール・

規制になるかと思います。これらに違反していたこと、つまり管理者を置いていなかっ

た、あるいは健康診断を実施しなかったことが製造物責任法上の問題になるかといえば、

PL法上の欠陥が製造物に関して問題となるものであり、サービス等は含まれませんので、

これらの規定に違反したことをもって欠陥とすることはできないだろうと。これは問題

の範疇（はんちゅう）を外れてしまうことになると思います。 
ただし、製造物責任法、PL法とは別に、安全配慮義務違反としての損害賠償請求で判

断の一要素となることは否定するものではありません。健康診断を実施しなかったこと

と、当該労働者が傷病に罹患（りかん）したことの間に因果関係等が認められるという

ことであれば、安全配慮義務違反として損害賠償請求が認められることは当然発生する

と思いますけれども、PL 法の問題とはならないと考えています。 
非常に雑ぱくなお話になってしまいましたけれども、私からのご説明は以上とさせて
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いただき、この後、皆さま方から何かご質問、ご意見等があれば頂戴したいと思います。

以上です。 
三柴：このプロジェクトにとり、これまでとは違った観点から非常に有益な情報提供をい

ただいたと感じています。本当にありがとうございます。ご質問をいただきたいと思い

ますが、先に私から、私の理解とお尋ねしたいと思います。 
やはり法律論、特に民事の法律論なので、主張立証責任の所在が非常に重要になって

きて、PLも本質的にそこを定めることで、ひいては機械の欠陥等に基づく災害の予防等

までどこかで想定しているものと感じました。その際、欠陥という独自の用語、文言を

設定し、その内容をあえてやや曖昧にすることで、広く被災者からの賠償可能性を取る

とともに、できれば予防の効果まで持ってほしいという狙いで策定された法規であると

ご説明いただいたように感じました。 
そうすると、冒頭申し上げたように安衛法とかぶる部分、関係性が問われる部分とい

うのが出てきます。例えば安衛法上は製造流通規制の部分、機械等を製造する人たちに

対する規制の中心は検査を受けなさいということになり、製造時等検査などで、まず構

造規格などで細かい規格を定めるから、それに適合しているかどうかを検査してもらい

ます。また、その際に、一応民間の作る基準だけれども、JIS など、日本工業規格など

もよく参照されます。製造時等検査を通ると、今度は設置の際の落成の検査が出てきて、

いくら物が良くても設置条件が悪ければ災害が起きるので、そういうことが起きないよ

うに担保しようとなっているわけです。 
その際、今の大場先生のお話では、安衛法上の構造規格や JIS などは関わってくるど

ころか最低基準と捉えられることになるように感じました。しかし、その落成の設置の

条件などは知ったものではない、これは PL の課題ではなく、すでに製造者等からする

と手放された後の話になるのかと聞こえましたが、そういう理解でいいのかということ

を、まずお尋ねします。いかがでしょうか。 
大場：まず設置や製造の段階での安衛法等の規制、それから JIS、正直なところ JIS のと

ころまでは必ずしも念頭においていなかったのですけれども、設置検査に合格し、適合

しているといって、直ちに欠陥とは認められないということにはなりません。それから、

もちろん設置検査の段階で何らかの不適合が見つかった場合には、それをそのまま引き

渡して終わりということはないわけですから、その段階で修繕、製造業者が適正な基準

に適合させるようにします。それをしなかった場合には、欠陥であると当然認定すべき

ということになるかと思います。 
なお、それらの設置検査を経て落成検査にいったとしても、そこでチェック項目がい

ろいろ設けられているはずです。あくまでも最低限それらの製造物が満たしているべき

ものなのかを落成時に確認検査するわけですから、これも設置やその他の基準と同じよ

うに落成基準に適合していなかった、落成検査の段階で基準を満たしていなかった、そ

れによって修繕を加えたものの、それでもまだ欠陥が是正されていなかったということ

になれば、これはやはりその欠陥がそのまま引き続き存在していたと考えて、設置と落

成、基準はそれぞれにありますけれども、落成のほうは欠陥とは関係がないということ

には必ずしもなりません。お答えになったかどうか分からないですけれども。 
三柴：ありがとうございます。少し話の整理をさせてください。まず、安衛法上の制度で

は、危なそうな機械を作る前に設計図などを出させて審査、検査します。そして、もの

によるけれども、できた段階でそれが安全に作られているかを検査します。それを買っ

た人のところに持っていき、現場に設置します。それが安全に稼働するかどうかの検査

が落成時検査になると思いますが、この 3 段階を想定した場合、つまり設計図段階での

検査、作った後の段階の検査、それを現場で使える状態に設置したときの検査、この 3
段階に分けたとき、PLがどこまでの適用かというと、今の大場先生のお話だと、要する

に製造者等がどこまでを売り物にしているかに関わってくるという理解になるのでしょ

うか。要するに、ただものを作って売るだけという製造業者等であれば、設置してそれ
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がどうこうというところは関わらないのか、それともただものを売っているだけの業者、

設置まで責任を負う、それが売買契約の一環になっているということでなくても、やは

り自分が売ったものであり、譲渡提供をしたものだから、それが現場で安全に稼働する

ところまでは欠陥の内容として担保しなければいけないということになるのか、そこは

どちらですか。 
大場：三柴先生のお話の中では、後者に当たります。つまり、PL法上の責任を負う要件の

一つとして製造物の転移等々ありますけれども、もう一つ重要なものの中で、上のほう

の PL 法の概要のところ、もう少し上です。ここで PL 法は製造物について、引き渡しを

した物そのものに欠陥があった場合、これについての賠償責任を定めています。ここで

引き渡すというのは、法律用語で申し訳ないですが、自らの意思に基づいて専有を移し

たということを引き渡したと PL 法上説明されています。 
例えばエレベーターは、その設定をして、製造をして、落成時の検査をして、検査が

終わった段階で安全性を確認して、その段階で最後の安全検査を行って初めてそのエレ

ベーターならエレベーター、機械なら機械を引き渡したということになるかと思います。

ですから、その専有を事業者に移す、いわゆる通常の言葉でいう引き渡しが終わったと

考えられる時点までが PL 法の対象になっていますので、先ほどの三柴先生のご質問で

すと、最後の段階まで PL 法の対象となり得ると考えています。 
三柴：ありがとうございます。非常によく分かりましたし、認識を改められてありがたく

思っています。では、先生方のほうからどうぞご随意に、お尋ねをお願いします。お尋

ねに限りません。 
原：すいません。1 点、よろしいでしょうか。明治大学の原と申します。大変貴重なご報

告をありがとうございました。大場先生のご報告とは少しずれた質問で、愚問に終わっ

てしまうかもしれませんが、製造業者に損害賠償を請求する PL 法の裁判の中で、欠陥

があるかどうかの際に、通常予見される使用形態とありますね。これが原因で請求が棄

却される事案も、それなりにあったと思います。つまり、普通はそのようなことをしま

せん。このような無茶な使い方をするから消費者のほうが悪いということで請求棄却と

いうことです。共有画面をよろしいでしょうか。 
高所作業車は映っていますか。高所作業車が、こちらのクレーンのようなものが伸び

て、ゴンドラに人が入っています。安全衛生規則が映っていますでしょうか。高所作業

車を主たる用途以外に使用してはならないとあります。これが通常予見される使用形態

という PL 法の解釈の際に何がしかの参考になると思われるのですが、労働者に危険を

及ぼす恐れのないときはこの限りではないとただし書きがあります。つまり、恐れがな

いときに、主たる用途以外の用途を使ってもいいのですか。 
大場：はい。 
原：こういう条文の定め方が、ここの有無の判断の際、つまり通常予見される使用形態か

どうか、それが争点となった場合にどういう影響を与える可能性がありますか。漠然た

る質問で恐縮ですが、ご教示いただければと思います。 
大場：例えば、今の場合ですと、PL法が平成 7年に制定されたとき、よく冗談で言われた

のが、同様の法律がアメリカにあるわけですけれども、そのアメリカで毛が濡れてしま

った猫を電子レンジに入れて乾かそうとして、猫が死んでしまい、その損害賠償を求め

るということがありました。PL法は、そのようなことを認めてしまう法律だということ

が、結構言われたときがありました。実際には、アメリカでそういう例はなかったとい

うことですけれども、PL法上の責任を負うものの一つとして、こういうことをしてはな

らない、特に最近の取扱説明書などに多く書かれている事柄ですけれども、禁止事項や

注意事項が取扱説明書あるいは設営の機械、あるいは高所作業車にも当然あると思いま

すけれども、こういった説明書に必要な記載がしていなければ、主たる用途とはこうい

うものであり、こういうことに使ってはいけないということがもし書かれていなければ、

これは PL 法上の欠陥ということになってしまうと思います。 



14 
 

もう一つ、労働者に危険が及ぶ恐れがない場合というただし書きのところですけれど

も、実際には労働者に危険が及ぶ恐れがないかどうかを誰がどのように判断したのか、

その予見可能性のところです。危険の及ぶところがない、このところが事業主にかかっ

てくることは間違いがないと思いますけれども、高所作業車等の例えば手すりの高さや

その強度といったところで、きちんとした強度、高さ等の基準、一定程度のルールを守

っていれば、通常は労働者に危険が及ぶ恐れがないであろうにもかかわらず強度等を欠

いていた場合には、やはり製造業者等の責任を問うことも考えられるとは思います。 
原：どうもありがとうございました。 
三柴：すいません。原さんの質問が結構的確な質問だと感じたのは、安衛法ではフェール

セーフという考え方があります。ご案内のとおりと思いますけれども、要するに労働者

が多少不安全な行動を取ったとしても、機械の安全を確保することを通じて災害を防が

なければならないという考え方があるので、そうすると安衛則の条文上、多少緩みを持

たせてあったとしても、むしろ製造者としてはそういう条規があるからこそ労働者が不

安全行動を取ることを予測して、それを上回るような機械的な安全措置を取れというこ

とになるのか、それともその逆なのか、そういう条規があるのだから、それは機械安全

を上回るような労働者の不安全行動を想定していい、従って製造業者にそこまで要求す

るのは酷であると考えるのか、そこの発想の違いによってだいぶ違ってくると思うので

すけれども。 
大場：PL法上の欠陥としては、通常有すべき安全性を欠いていることということは先ほど

もお話ししたとおりですけれども、その中に被害発生の蓋然（がいぜん）性とその程度

も欠陥があったかどうかの判断要素の一つに挙げられています。従って、説明書等で十

分注意をしていた等々の事情があったとしても、なお過去の例等々から見て結果労働災

害が発生する蓋然性が高いと認められる場合、あるいは、通常予見されるような使用形

態という記述も資料に入れさせていただいたと思います。通常予見される使用形態の中

にその製造物の本来の用途・目的・使用方法ではない使い方もされることが十分あると

いうことは予見できる、確かにそういった例も以前にあったし、ひょっとしたらこうい

う形状だと万一間違った使われ方をして、こういうことが起こり得るかもしれないとい

ったことが製造業者等において予見可能であったというのであれば、これはやはり欠陥

と考えてよろしいのではないかと思っています。 
三柴：すいません。私ばかり申し訳ないのですが、そうすると、例えば安衛則等で今の原

さんが示した例以外にも、本来荷物を乗せる場所に人を乗せても安全が確保できるなら

構わないとか、確かエレベーター等でも物品を運ぶようなものだけれども人を乗せても

構わない場合があるなど、そういう規定がありますけれども、そういうものがあるとい

うことは、結局予見可能性の話になるというのが先生のご説明だと感じました。要する

に、そういう規定があるということは、そういう使い方をする場合があるということを

予見して、きちんと製造しないといけないということになるということですか。 
大場：はい。少し製造業者等にとってはハードルが高くなることになるかもしれませんけ

れども、安衛法がなぜそのような規制をするかを考えると、できるだけ設計時あるいは

製造時において予見可能なものであれば、それを適正に対応すべき、そこまでの責任は

負わせるべきではないのか、あくまでも引き渡し時点での予見可能性ということになり

ますので、10 年後～20 年後になってというようなことを、最新の技術での予見可能性

ということに限られるかとは思います。 
柳川：すいません。一つ、ご質問させていただいてよろしいでしょうか、大場先生。 
大場：はい。 
柳川：今お聞きして思ったのですけれども、事業者の場合、私の目から見ても、どうなん

だろうと思うような判例もあります。例えば、ビニールシートを作っている機械がある

のですけれども、泡ができると、その泡をつぶさなくてはいけません。その泡はハンド

ルを回せば簡単につぶれるのですが、わざわざその下に潜り込んで、指で突き破ろうと
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して手首を失ってしまったケースがありました。さすがにその 8 割ぐらいは過失相殺さ

れたのですけれども、労働者というのはこういうことをするものなのだと、しかも防ご

うと思えば簡単に防げたのだから過失があるということで、一部民事賠償請求が認めら

れてしまったケースがあります。正直、私はこれはどうなのだろうという気はしないで

もないですけれども、製造業者の場合も労働現場の場合と同じようなことが問われるの

ですか。 
例えば、フォークリフトのフォークに人が乗ってはいけないというのは当たり前です

けれども、乗ることはありますし、予測されますよね。そういった場合、事業者に対し

て損害賠償ということはあって然るべきかと思いますけれども、製造業者に対してまで

はどうなんだろうという気がしないでもないですけれども、その辺の扱いというのは、

かなり違ってくるべきものですか。 
大場：基本的に、先ほどの先生のご質問にありましたビニールシートを製造するラインで

下に潜り込んで負傷した場合でしたら、本当に勝手な、そこまで言うかと言われるかも

しれませんけれども、そう簡単に下に潜り込めないような遮蔽（しゃへい）物、覆いを

しておくことも製造業者としては当然考えるべきだったのではないかと考えます。ただ、

だからといって今先生の話にありましたように賠償額の算定の段階において過失相殺等

で賠償額が減額されるということは、当然あることだとは思っています。 
柳川：ありがとうございます。 
三柴：大場先生、事業者の責任と製造業者等の責任との関係について、コメントいただけ

ることがあればお願いしたいということと、そういう危ない機械等を設置した事業者等

の責任との関係、それから、先ほどの富士ブロイラー事件のように事業者が危ない機械

等を売りつけられたために、譲渡提供されたために損をしたというので製造業者等の問

責をする場面で、PL は使えるのかという 2 点についてコメントをいただければ幸いで

す。 
大場：まず製造業者と事業者、いわゆる雇用主なりの責任ですけれども、これは両方とも

併存し得ると考えています。実際に PL 法の適用になる場合には、欠陥が存在するよう

な製造物を使って労働者を業務に従事させたという点で民法の一般的な不法行為責任と

いったことも出てくるでしょうし、それを命じた上司についての 715 条に基づく使用者

責任、こういったものも当然出てくるかと思います。 
さらにいえば、PL 法と PL 法上の製造業者の責任と、先ほどのお話の中で例に挙げた

エレベーターのような場合、民法上はあれは定着したものということで、動産ではない

という扱いを受けることになります。そうなると、そのエレベーターに欠陥があったこ

とによって労働者が被災したという場合には、土地の工作物について雇用主の責任を土

地所有者等の責任を定めた民法 717 条と PL 法との併合といったことも可能かと思いま

す。請求源としては、その中のいずれか、あるいはどれかいずれも併合というかたちで

請求していくことになるかと思います。 
欠陥商品を売りつけられてしまったということになりますと、途中に他のものが入っ

ていたとしても製造業者等には当たるわけですので、そのような欠陥商品を売りつけら

れてしまった場合に、その欠陥商品を売りつけた相手方、製造業者等ではなく、そのも

のに対する不法行為責任や債務不履行責任ということの他に、そもそものそのような欠

陥品を製造、流通させたことについての製造物責任も PL 法上の責任も十分問うことは

可能であろうと考えています。 
三柴：もともと売買契約関係があれば、それに基づいて賠償請求はできるけれども、PL法

があることで立証責任の転換なり欠陥の追求ということで、売られた側が事業者だった

としても PL 法を活用することは不可能ではないですか。 
大場：はい。 
三柴：ありがとうございます。他に先生方、いかがですか。 
北岡：北岡ですが、よろしいでしょうか。 
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三柴：お願いします。 
北岡：東洋大の北岡と申します。1 点質問ですが、欠陥については通常有すべき安全性が

欠けた状態ということになろうかと思います。この欠陥については、おそらく事案によ

っては製造物を作った者、加工した者の責任なのか、あるいは先ほど先生にご説明いた

だいた専有が利用者に引き渡された後の利用等に伴い、非常に不安全性が増してしまう

事案も少なからずあります。とりわけ労働安全衛生の分野においては、実際にプレス機

械であれ、フォークリフトであれ、ものを設置したことに伴い、非常に危険性が増して

しまうことがあると思います。 
そういう意味では、欠陥について、いずれに責任があるのか、製造者なのか、あるい

はその後引き渡された事業者なのか、判然としない事案が非常に多くなってしまうとい

う印象は持っています。その点について、PL 法や PL 法施行後の裁判例の動向の中で、

そういった不明確性の中で、例えば製造物業者に対して引き渡す時点で構造規格等を満

たしていることを点検していなかった、そのことをもって製造物業者に帰責性がある、

PL法上の責任がある、こういった判断を行う傾向が見られるのかどうなのか、私のそも

そもの理解も含め、先生に教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。 
大場：私自身も最近 PL 法関係の近年の裁判例をそれほどチェックしていないこともあり、

今ご質問にあったような、いわゆる経年劣化や危険を増大させるような製造物を付け加

えてしまった場合にどうなるかということについては、まだはっきりお答えできない状

況になると思います。ただ、欠陥の判断におきまして、経年劣化ということも、当然、

物ですからあるわけです。製造当初、あるいは引き渡し当初では問題がなかったものが、

経年劣化によって通常の使用に伴うような経年劣化、通常の経年劣化というのも言い方

として変かもしれませんけれども、経年劣化によって不具合が生じたということになれ

ば、それはあくまでも製造物の欠陥というよりは経年劣化と判断されるということも予

見可能性等々の関係で十分あり得るだろうということは。 
北岡：引き渡してから一定期間経過し、それで何か不安全性が現実化したと。しかしその

理由としては経年劣化ではないかといった場合は、製造業者の責任は PL 法上問われな

い可能性があるということですか。 
大場：出てくるかと思います。主にそれは PL 法 4 条の問題ということもありますし、あ

るいはその欠陥の定義ということで、それは製造物が本来有すべき安全性を欠いていた

というよりは、それ以外の理由によるものであり、PL法上とは認定されないことも考え

られるかとは思います。 
北岡：分かりました。ありがとうございます。先生、あと 1 点、輸入業者に対して非常に

重い義務を課している印象を受けたのですが、その理解は間違っていますでしょうか。 
大場：輸入業者。 
北岡：はい。製造物を輸入した者に関して、非常に重い責任を科していると理解していま

す。 
三柴：間に入っているだけで、自分で作ったのでもないと。 
大場：輸入業者の場合には、あくまでも製造業者等の定義のところに関することですけれ

ども、製造物を外国で製造し、それを輸入した際に、輸入業者とはっきりと明示してい

れば、それは輸入者だけのものということになって製造業者等には含まれないと PL 法

上なっています。 
北岡：輸入だけであれば、入らないのですね。 
大場：はい。 
北岡：分かりました。 
大場：あくまでも、製造しているわけではないのに製造業者であるかのような表示、ラベ

ルを貼ったような場合、製造業者等に含まれてしまいます。きちんと輸入業者何々とい

うかたちになっており、製造業者とは明確に区別する表示がされていれば、製造業者等

には当たらないということになると思います。 
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北岡：分かりました。監督官の実務家のお話を伺っていましたら、最近グローバル経済と

いいましょうか、非常に物流網が発達していますので、海外から直接製造物を輸入し、

そのもの自身が非常に危険性を帯びており、その結果として労働災害のようなものがリ

スクとして高まっているというご指摘があり、非常に問題だと感じていました。他国で

製造した場合、これは国際司法の問題になってくると思うのですが、PL法上なかなか責

任については難しいでしょうか。 
大場：ということになっていくと思います。あとは、輸入業者等との契約関係に基づいて、

その輸入業者に契約上の責任を追求することはあるかと思いますが、PL法となると実現

実行可能性としてはきついだろうというのが正直なところです。 
北岡：よく分かりました。ありがとうございます。 
三柴：大場先生、非常に基本の話で恐縮ですけれども、そもそも PL 法上の責任というの

は不法行為責任なのか、それとも制定法上の特殊な責任という分類になるのか、どちら

でしたか。 
大場：不法行為責任の領域に属するものだろうと思います。特に消費者保護といった観点

を入れて、少し不法行為のルール等を変えたのが PL 法かと考えています。 
三柴：そうすると、やはり制定法としての独自性は趣旨に含まれているけれども、民事法

上の賠償責任ツール、手段としては不法行為法の確定という方向であるということで作

らせたのですか。 
藤森：藤森です。大変ありがとうございました。私は、基本的なことでお教えいただきた

いのですが、先生のペーパーでいいますと最後の 3 ページ目です。先生のお考えという

か、2 つの場合に分けてというご考察は、私も非常に勉強させていただきました。つま

り、必要な最低限度を示したことが明らかな場合と、そうでない場合に分けて考えてい

くという、それは非常に私、興味を覚えました。 
基本的なことですけれども、冒頭で先生のペーパーでは必要な最低限度を示したもの

であることが明らかな場合には、それは最低の限度だから、その基準を満たしていても、

なお、そのものが本来備えているべき性質または設備を欠く、すなわち欠陥に当たるこ

とは否定できない、これは私ももちろんだと思います。その次ですけれども、また、労

安衛法や安衛則上の基準が今申した必要な最低限度を満たしたことが明らかでない場合

というのがありますね。言い換えれば、高度な基準を定めている場合と先生はおしゃっ

ていましたけれども、それはつまり、さらに先をいく、上をいくという意味ですね。そ

のような具体的なことが、快適職場の形成やそういうことをここではおっしゃっている

のでしょうか。 
大場：規定の内容によっては、必ずこれをしなくてはいけないというものと、このように

することが望ましいといった目標設定とも取れるような規定も中には、詳細に何条がそ

れに該当するというところまでは、まだ検討していませんが、おそらくそういったもの

も入ってくるだろうと。おそらく政策目的達成のためのガイドライン的なものも中には

あるということが否定できないのではないかと考えていましたので、このような記述と

させていただいた次第です。 
藤森：ありがとうございます。私が言うのも何ですれども、全くそのとおりだと思います

が、その 2 つ下の丸があります。最後のところです。欠陥の認定に当たっては、労安衛

法や労衛則などの具体的な規定が、今おっしゃっている労働災害の防止のための最低基

準であるか否かを個別的に検討、これは冒頭と同じだと思います。その次に、具体的に、

なお、労安衛法第 3 章、つまり、安全衛生管理体制の規定や、66 条をおっしゃったので

すけれども、この第 3 章というのは、いわゆる安衛法の第 3 章、今条文をお映しできま

せんが、第 3 章、つまり安全衛生管理体制の箇所です。 
そうなると、そこで私がしていた理解では少し分からないところがありました。安衛

法の目的が第 1 条では、条文がお手元で映せないのですが、通常いわれているのは 3 つ

の方法によってその目的を達成するという組み立てになっています。1 つ目が労働災害



18 
 

の防止基準の確立、危害防止基準の確立というのは非常に大切なことです。旧の労働基

準法に比べてだいぶん飛躍的です。2 番目の責任体制の明確化、これがまさに今の第 3
章の場面と理解されています。 
もう一つは、実質的活動の促進の措置を講ずるという、この 3 つの手段によって後段

は 2 つの目的、つまり先生がおっしゃっている最低基準とともに一目上がって快適な職

場環境の形成を促進すると、今更言うまでもないのですけれども、その第 3 章の面とい

うのは、例の総括安全衛生管理者から始まり、手段としての 1 番目、つまり基準の明確

化はいいのだけれども、それでは誰が具体的にどのようにしていくかということが一体

となって第 3 章の規定と理解されています。その場面の第 3 章が先生のおっしゃる 2 つ

の場面、すなわちもう一つのというか、一目先をいくというか、それとリンクするのか

というところです。 
すいません、もう一つは、条文ばかりで恐縮ですけれども、快適職場の形成という一

目上がってという面は、71 条の 2 で新たな規定に出てきて、事業場における安全衛生の

水準の向上を図るためうんぬんと、水準の向上を図るためということですから、それと

第 1 章とセットで当然見ると、おっしゃっている第 3 章というのはその 3 つの前者とい

うか、基本的な最低限度のものの中の手段の一つとして責任体制の明確化、つまり第 3
章が位置付けられていると理解していますから、一目上がったそちらの場面と少しどう

なのかという感じがしたものですから。 
大場：まず第 3 章ですが、健康診断等についてです。これはあくまでも PL 法、製造物責

任法が動産、物に欠陥があったことを理由とする賠償責任になりますので、物ではなく

人を適正に選任しなかったといったような動産ではない産業医の選任や、総括安全等々

といった規定は、物についての規定ではないという意味です。また、健康診断について

も、医師による健康診断というのは物ではなく、いってみればサービスの提供を受ける

ということになりますので、製造物責任法上の問題とは動産について製造物責任の対象

である以上、人的体制等については、その意味で動産ではないために対象とは外れると

ご理解いただければと思います。つまり、必要な最低限度を示したものであるのか、そ

れとももう少し上のレベルのものかというお話とは全く別に、製造物の定義に当てはま

らないので、どちらに当てはまるかにかかわらず PL 法の対象から外れるとご理解いた

だければと思うのですが。 
藤森：よく分かりました。おっしゃったように、あくまでも動産の定義という問題も、あ

る意味で確認というか、次元が違うといえば次元が違うのですけれども、安衛法でいう

目的に対する次元の違いというか場面というよりも、まさに動産の定義を捉えて〓オミ

ット〓だという意味ですね。 
大場：はい。 
藤森：分かりました。ありがとうございます。 
大場：ちなみに、今 PL 法の対象とはならないと考えていますけれども、もちろんそのよ

うな管理体制を置かなかった、適切に健康診断等を実施しなかったことによって当該労

働者が傷病、疾病にかかった、あるいは、症状が悪化した場合に、安全配慮義務の問題

として責任が生ずることは当然あるかと思います。 
藤森：ありがとうございました。 
三柴：あとお一方、お二方、最後、鎌田先生に一言いただければと思いますけれども、柳

川さん、お願いします。 
柳川：よろしいですか。申し訳ありません。ありがとうございます。私、申し訳ないです

けれども、必要な最低限度を示したものが中であるとお聞きしたとき、最初にこれは労

働災害防止を直接の目的としたものという、下の丸にありますが、そういう意味かと理

解し、通達であったとしても労働災害防止を直接の目的としたものについて、安全配慮

義務の内容になるといった下級審判例が確かあったと思いますけれども、そういう意味

なのかと理解していたのですけれども、そうではないということですか。 
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大場：むしろ、私が、必要な最小限度を示したことが明らかかそうでないかという言い方、

区別するときのこういう言い方をしたのは、資料の 3の（1）の最高裁判決のところ、踏

切道保安設備設置標準を巡る最高裁の判決です。行政指導監督上の一応の標準として必

要な最小限度のものを示したものであることが明らかであり、だとするとあくまでもこ

れをヒントにしながら、これで分けたかどうかと考えたのですが、必要な最小限度を示

したものであることが明らかであれば、それに違反していない、遵守しているというこ

とをもって直ちに瑕疵、実際にはこれは欠陥とほぼ同じように理解されています。瑕疵、

欠陥が否定されるわけではないという最高裁判決のところで、取締規定の中には、かな

り事業者の行政上の責任を問う部分も当然安衛法等には含まれていると考えていますし、

そうでなく、さらにそれを超えて、もちろん行政上の取締規定であるとともにさらにも

う少し製造物として最低限こういう基準は満たしていなければならないということを、

まずそのような考え方に基づいている、あるいは、そういう考え方と理解できる規定が

あります。やはりこの 2 つを少し分けます。そのときに、こういった必要最小限度を示

したうんぬんという言い方を最高裁のところから利用させていただいただけであり、む

しろ、ご説明するときの言い方とは思いますけれども、労働災害を防止するために必要

な最小限度という言い方をしたほうが、さらにはっきりするという気はしています。 
柳川：ありがとうございました。 
三柴：鎌田先生、お願いできますか。 
鎌田：大場先生、お久しぶりです。本当に貴重なご報告を、ありがとうございます。私は

製造物責任と安衛法との関係は、実は考えたことがなく、今日のご報告をいただいて、

そういう見方もできるということで、非常に勉強させていただいたと思います。私自身

は、製造物責任法というのは、割と射程が狭いというか、意外となかなかこれで責任を

負うというのは法律の使い方が難しいという印象があったものですから、大場先生の今

日のご報告はどちらかというと幅広な感じだと、私は保守的なのかと思っており、もち

ろんそれはそれで非常に勉強になりました。 
私自身で確認も含めて大場先生にお聞きしたいことは、安衛法の最低基準を達成して

いないものについては、瑕疵、欠陥を追求するというお話で、もっともだと思いました。

安衛法上、最低基準に達しないという場合は、先ほどどなたかもおっしゃったかもしれ

ないのですが、具体的にこういう使い方は、こういう作りがあったら危険だというより

は、もうすでに有害物質として特定されているものは別として、新しい、例えば化学物

質を製造する場合においては、その化学物質の安全性を調査しろというかたちになりま

す。これがおそらく製造業者に対して義務です。 
そうしたとき、にもかかわらず調査をし、その調査結果を厚労省に届け出ないで損害

が発生した場合について、はっきり因果関係があればそれは欠陥ということではっきり

します。その場合の推定を考える場合に、今言いましたように、調査をしていない、届

け出をしていない、調査をしろ、届け出をしろというのは義務なのですが、それをして

いないことがここでいう欠陥に当たるかどうかと考えた場合に、私はこの安全性という

のはおそらくものの客観的正常のことをいうのかと思うので、安衛法上の調査義務に違

反していないということが、義務違反ではあるけれども、ものの安全性の欠けているこ

との推定にはならないような気もするのですが、いかがでしょうか。すいません、最後

のあいさつのところで質問して申し訳ないのですけれども。 
大場：実際に調査あるいは調査結果を届け出ていないということ自体は、先ほどもお話し

ましたように、PL法上の対象となっている製造物、動産には当たらないということにな

るわけですので、その調査、届け出を行っていないということから PL 法上の賠償責任

が出てくることは考えにくいとは思っています。 
ただ、調査をして特定はもちろん行っていなかった場合でも、その物質に有害性、危

険性が存在することを製造業者等が認識していながら、その有害物質等を使用した製造

物を引き渡したということになれば、予見可能性等々という点からすると、実際に引き
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渡した製造物自体に欠陥が存在して、それを十分製造業者等も認識していたということ

になれば、その場合には PL 法上の責任というのは十分問い得るとは考えています。調

査しなかった、届け出をしなかったということは、PL法上の問題には定義上ならないと

は思いますけれども、有害性、危険性の認識、予見可能性というところから、ものを引

き渡したということであれば、PL法上の責任は十分問い得る、同じことを言ってしまっ

たことになりますけれども、と私は考えています。 
鎌田：分かりました。その部分は、おそらく私と少し違うかもしれないので、そこのとこ

ろは先生のことで整理いただいたと思います。ありがとうございます。 
大場：ありがとうございました。 
鎌田：参考になりました。 
三柴：ありがとうございます。以上とさせていただきたいと思うのですけれども、大場先

生には、ありがたいことに分担報告書もご執筆いただけるということですので、その前

提で、私からお願いを申し上げますと、要するに安衛法との交流です。大場先生は、要

するに PL を中心にお調べになっていたわけですけれども、安衛法の側の情報を積み、

ご執筆いただければありがたいという趣旨です。その意味で、一つには、先生がおっし

ゃる必要最低限の基準です。最低基準に安衛法上の解釈例規的なものがどれだけ該当す

るのか、これは実は重要な課題で、安衛法では法的性質はガイドラインに過ぎないけれ

ども、ほとんど法令の具体化といっていいようなルールが多くあります。構造規格や基

準、果ては監督指導行政でも民間が作る JIS はかなり参照されているということなので、

そういうものは、おっしゃった最低基準に当たるのかということを少し検討していただ

きたいということが 1 点目です。 
2 つ目が、これはまさに鎌田先生のご質問と関わるのですけれども、不確実なリスク

をどう考えるかということで、機械であれば危ない、危なくないは割と事後的にも判定

しやすいと思いますけれども、化学物質ですと、そもそも有害性から分かりません。危

険有害性になるとさらに分かりません。つまり、有害性というのは、その物質そのもの

の危なさ、リスク危険有害性という場合は、それをどう使うかということ、どう取り扱

うかということで危なさが掛け算になるという話ですけれども、それがよく分かりませ

ん。 
そういうものについては、製造を通し流通させたとき、どこまで欠陥と見ていいのか

という課題が安衛法との関係では起こるので、そこを検討していただけないかというこ

とです。その際、化学物質はいい材料になると思うので、機械のみならず化学物質を射

程に収めていただけないかということです。そうすると、加工者の問題も検討対象にな

ると思います。中間でものを混ぜてしまう人が出てくるわけです。それは元始的な製造

者と責任関係はどうなるのかをご検討いただければということ、以上を申し上げて終わ

りたいと思います。 
本当に鎌田先生がおっしゃったとおりで、今までわれわれになかった視点、重要な視

点を提示していただきました。本当にありがとうございます。ぜひ報告書をあげていた

だいて、出す予定の本にも盛り込ませていただくことで、より充実した成果に結び付け

たいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。 
先ほど入ってこられた畠中先生と阿部先生に一言ごあいさつをいただければと思いま

す。畠中先生、おられますか。畠中先生は、先ほど入ってこられたのですけれども、い

なくなってしまいました。では、阿部先生、一言自己紹介だけお願いできますか。 
阿部：すいません。九州国際大学の阿部と申します。今日 1 時半から入ろうとしていたの

ですが、パソコンの調子がおかしく、アップデートに 1 時間ぐらいかかってしまいまし

たので、今年度初回にもかかわらず遅れて参加してしまったことをおわび申し上げます。

報告書につきましては、進捗が遅れておりまして、先生方にはご迷惑をおかけしていま

すが、引き続き頑張って執筆を進めていきたいと思いますので、今年度もどうぞご指導

のほど、よろしくお願いします。 
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三柴：ありがとうございます。では、いったん休憩を取らせていただき、再開を 4時 15分

とさせていただきます。よろしくお願いします。 
 
三柴：15 分になりましたので、再開させていただきます。3 番目が行政官向けの社会調査

の結果を踏まえた検討という予定ですが、後に回させていただき、研究経過報告からい

きたいと思います。今日は石﨑先生がおいでなので、今執筆中の報告書の中で語り部と

いっていますけれども、藤森先生に差配いただいて、監督行政実務に携わられた方から

その条文がどう使われているかについて聞き取っていただいたところを語っていただけ

ればと思うのですけれども、石﨑先生、いけますか。 
石﨑：すみません。今日、本来は私が報告するはずだったのですが、あまり準備ができて

おりませんのと、藤森先生から情報もいただいては、もちろんいますが、追加でいろい

ろヒアリング等をさせていただくことを私がタイムスケジュールの調整がまだできてお

らず、すみません。また追って報告させていただけるとありがたいです。 
三柴：では、他の先生方の進捗状況について、確認させていただきたいと思いますけれど

も、6 条～9 条については、大藪先生がおられませんが、近藤先生、いかがですか。 
近藤：一応、災防計画策定時の労働省と厚労省の当時のご担当者の方にインタビューさせ

ていただき、その内容を盛り込んだものをご担当者のインタビューさせていただいた

方々にご確認いただき、再度修正いただいたものを先日提出させていただいたところで、

令和 3 年度版にはインタビューさせていただいた方々の修正は間に合わなかったのです

が、それ以降に提出させていただいた状況と認識しています。 
三柴：ありがとうございます。私の担当箇所については、先日来申し上げているように、

先生方に提出していただいた報告書を今まとめているところなので、それが終わったら

再開する予定です。全て同じです。原先生の 20 条～21 条ですけれども、語り部情報の

加筆のところはどうでしょうか。 
原：かなり前に提出させていただいたところで、織り込み済みです。 
三柴：分かりました。ありがとうございます。佐々木先生も同じでしたか。私の情報が古

いですか。 
佐々木：私も適用の実際のところにインタビューした結果は記したものを、すでに提出し

ています。 
三柴：森山先生はいかがでしたか。森山先生も終わっていましたか。 
森山：どの部分ですか。26～27 でしょうか。 
三柴：森山先生がご担当のところは、全てお願いします。 
森山：進捗状況ですね。 
三柴：進捗状況です。 
森山：26～27 は、改めてかなり全体的に修正と、あとは論点を加えてという感じで進んで

います。内容を具体的にとなると、あまりにも時間がかかってしまうかもしれないので。 
三柴：進捗の状況を簡単にだけということです。 
森山：分かりました。27 条が、これまでに若干、論点は多いのですが執筆が進んでいなか

ったので、それを今進めていきたいと思っています。35～36 は、大体書いたという感じ

がしていまして、時間があれば、もう少し加筆したいというかたちになっています。42
～44 の 2 は、まだ進んでいませんので、これからしなければならないと思っています。

よろしければ、42～44 の 2 については、大場先生にも製造物責任の関係で、メール等で

ご質問させていただいてもよろしいでしょうか。 
大場：私でお手伝いできる範囲でしたら。 
森山：とんでもありません。ぜひ、よろしくお願いします。今日、時間の関係上、質問で

きなかったことがありますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。

106～108 の 2 も担当になっていますけれども、若干 108 の 2 が、なかなか調査実態と

いうのがあまりつかめず、難航していると考えています。108 条の 2 を化学物質の疫学
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調査ですけれども、この実施について、何かしら運用実態をご存じの先生方がいらっし

ゃいましたらご教示いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
三柴：森山さんのほうで、この方なら、という方は。 
森山：あまり使われていないという話はお聞きしていますが、柳川先生は、108 条の 2 に

ついての運用というのは、何かご存じのことがおありでしょうか。 
柳川：ごめんなさい。108 条の 2 は何でしたか。 
森山：すいません。疫学的調査ですけれども。 
柳川：この辺は、清水（英佑）先生か櫻井（治彦）先生辺りに尋ねてみると、おそらくパ

ッと答えていただけるでしょう。ごめんなさい。唐沢先生がいらっしゃるではないです

か。 
森山：これは、唐沢先生が確か改正されたときのものですよね。唐澤先生には実はすでに

メールでお伺いしたところです。 
唐沢：私の名前が出ているので、具体的には、どういうことがご疑問なのでしょうか。 
森山：実際に 108 条の 2 に基づいて疫学的調査を実施した物質等がもしあれば、情報をい

ただきたいと思ったのですけれども。 
唐沢：昭和 52 年改正で 108 条の 2 を新たに追加したわけですが、これは疫学的調査、そ

の他の調査ということで、まずは疫学的調査はいわゆる統計的調査の手法です。その他

の調査というのは、例えばケースコントロールスタディーのようなものが該当するとい

うのは、解釈例規でそう書いてあると思いますが、実際に具体的に疫学的調査は何をし

たかということについては、すぐには思い出せないのですけれども、幾つか例はありま

す。すぐに具体的には産業医学総合研究所の研究者が手掛けた調査が幾つかあるはずで

す。 
それと、今一つは、日本の、特に労働安全衛生法 108 条の 2 関連の調査では、疫学的

調査の手法としては、これはいわゆる原死因調査といい、死亡診断書に記載されている

原死因、直接の死亡の原因です。それを当たり、それから統計的手法を用いてある化学

物質の有害性と相当因果関係があるかどうかということを統計的に調査する手法が疫学

的調査ということになると思いますけれども、それが具体的に何をしたかというのは、

私もすぐには思い出せないです。 
大変残念なことに、原死因調査というのは、日本の死亡報告書のシステムが亡くなっ

た方の本籍地にいくことになっています。実は例の同和問題の絡みで本籍地を調べるこ

とは非常に困難になったということがあり、本籍地にいくべき死亡診断書の原死因を調

べることがかなり難しくなってしまったので、おそらく昭和 60年代以降は実際問題とし

て原死因をベースにする疫学的調査は実施されにくくなっているという過去の事情があ

ります。 
森山：分かりました。そうすると、疫学的という点の調査については、かなり難しくなっ

て。 
唐沢：現時点では、実行可能性がなかなか難しいでしょう。もちろん、原死因調査でない

やり方も、疫学的調査、その他の調査というのは、方法論としてはやれますけれども、

ただ、最も確実な方法というのは、死亡診断書に記載されている労働者の原死因に当た

るというのは、大変情報として信頼性の高い調査という背景があります。 
森山：ありがとうございます。私の無知で質問させていただくかもしれないですけれども、

有害物ばく露作業報告というのは、何か 108 条の 2 と関連性のあるものでしょうか。 
唐沢：これは、関連がないとはいえないですけれども、実際に有害物ばく露作業報告、現

にどういう物質に労働者がさらされているかということを具体的に調べられる非常に重

要な項目です。 
森山：分かりました。ありがとうございます。 
唐沢：これは現在進行形で働く方が、ある特定の化学物質をどのように使用し、どのよう

に暴露されているかということを調べるための、私の意見では大変画期的な制度だった



23 
 

のですけれども、去年ぐらいからあまり実行ではやらないという意思決定を安衛研もし

ているようですが、私は少し異議がありますが。すいません、余計なことを言いました。 
森山：非常に貴重な情報をいただき、ありがとうございます。少しお話しすると、108 条

で政府による調査研究ということがうたわれています。民間のメーカーの方に聞いても、

なかなかメーカーとして調査研究をすることのメリットがあまりないことも多いと伺っ

ており、安全装置の研究というのは結構シンプルな研究が多いので、意外と研究者の関

心を得られない場合もあります。その辺もうまく書ければいいですけれども、なかなか

材料が少ないので、どうしようかと考えているところです。感想になってしまうのです

けれども、そういう観点からも検討を加えられたらいいとは思っています。 
三柴：森山さん、今日来ていないけれども、安衛系のメンバーが研究班にいるので。 
森山：そうすると、メーリングリストのほうがよろしいですか。 
三柴：メーリスで安衛研で化学物質のベテランを紹介してくださいと菊川さんか大幢先生

にお願いしたら、つながると思います。 
森山：分かりました。その辺りを。 
三柴：108 条も、原則は安衛研の話だと思うので、安衛研の研究者、まさに大幢先生に安

衛研の研究の事情、状況と感想とを求めたらいいのではないですか。 
森山：ありがとうございます。 
三柴：安衛研の研究審査の委員を私は仰せつかっているので、今、安衛研でしている研究

は大体承知しています。これは私見ですけれども、はっきりいって大変だと思って見て

います。1 人で幾つもの研究プロジェクトに関わり、しかも大体 3 年 1 単位で成果を求

められ、成果も行政政策に結び付かなければいけません。趣味ではいけません。基礎研

究をしようとすると難しいけれども、基礎研究がきちんとできる機関でないと研究機関

としてはいまいち魅力がないという中で、幾つも幾つも仕事を抱えて、何か審査会議な

どあるたびに上手にプレゼンしないと研究の価値を認めてもらえません。それも行政政

策に結び付かない研究は何をしているみたいに思われるという難しさは、見ていて思い

ます。 
森山：ありがとうございます。 
三柴：そういうことは申し上げられますけれども、あとは安衛研の人に直接ぐちを聞いて

いただくのもいいのではないかと思います。 
森山：ありがとうございます。一つ、簡単に質問させていただきたいのですけれども、ど

なたか中小企業安全衛生活動推進事業助成制度というのが以前あり、これが何年ぐらい

に終わったかというのは、どうやって調べればいいのか、もしご存じであればお聞きし

たいのですけれども。すいません、106 条の関係で、社会復帰等促進事業など労働福祉

事業を私のほうで調査していまして、意外と終わった年度というのはなかなか分からな

くて。 
三柴：何年に始まっていますか。 
森山：平成 7 年から始まり、中小企業安全衛生活動推進事業助成制度というのがあったの

ですけれども。私は労働衛生のしおりで、平成 12 年度までは載っているのですけれど

も、それ以降は記載がないので、その頃かと思っているのですけれども。ご存じでなけ

れば、大丈夫です。すいません。私からは以上です。 
三柴：半田さんに聞いてみられたらいかがですか。 
森山：分かりました。 
三柴：半田さん自身が覚えていなくても、関わっていなくても、誰かを紹介してくれると

思います。 
森山：ありがとうございます。 
三柴：柳川さん、これはご存じないですか。 
柳川：おそらく、いつ終わったかということであれば、衛生のしおりに載っていないのだ

ったら、その年に終わっていることは間違いないと思いますけれども。 



24 
 

森山：分かりました。おそらく、そうだろうと思っているのですけれども。 
柳川：誰に聞いたらといわれれば、計画課筋ですものね。あまり皆さん、関心を持ってい

ないから。 
森山：分かりました。ささいなことなので、すいません。聞いてみます。失礼します。以

上です。 
三柴：話を元に戻します。石﨑先生、28 と 28 の 2 の進捗を教えてください。 
石﨑：ごめんなさい。ここはあまり進んでいません。 
三柴：進んでいないですね。 
石﨑：これから進めていきたいと思います。 
三柴：33～34、淀川さんは、これはもう終えましたよね。 
淀川：はい。 
三柴：井村さんがいません。淀川さんの 44 の 3～54 の 6、これが新たに加わったところで

すけれども、着手はできていますか。 
淀川：基本的な書籍を読んでいるところで、三柴先生に毛利先生と奈良先生をおつなぎい

ただき、4 月上旬を目途に先生方からご連絡をいただく予定で、そろそろ私からもご連

絡させていただき、ミーティングの機会を設け、準備していこうと思っています。 
三柴：長谷川先生の 55～58 は、語り部情報の点は、いかがですか。 
長谷川：語り部情報は、いただいたものについては先日お出しした報告書に反映していま

して、あとは他の部分の充実を図っているところです。 
三柴：阿部さんの 59～63 は、率直にどのような感じでしょうか。 
阿部：私も前回お送りしてから進捗が芳しくないのですけれども、語り部情報についても

追加で質問してみたいことがありますので、まとめて個別にご連絡をしたいと考えてい

るところです。 
三柴：69～71 の 4 です。心身の健康や快適職場環境形成等のところですけれども、吉田先

生、いかがでしょうか。 
吉田：申し訳ないですけれども、他の報告書でまだ手一杯なので、未着手です。これから

です。 
三柴：72～77 は、試験機関と教育機関についての定めで、大藪先生の報告書と只野先生、

近藤先生の報告書が分かれていたのですけれども、これを今私が合体させているところ

で、合体作業がもう少しで終わるところです。作業主任者の関係などで、多くのクレー

ンやフォークリフトや潜水艦系の写真をネットから引っ張ってきて、ベタベタ貼り付け

てきていますけれども、それなりにイメージは湧きやすい報告書になってきているかと

思います。後で写真については著作権関係の問題が出てこないかと、一応調べたところ、

出版社さんはきちんと出典を書けばネットでオープンにされている写真の転用は構わな

いということで、その方針でやっていますけれども、中によく読むと転載には許可が必

要と書いてあるサイトがあり、その辺後で見直さないといけないかということも思って

いる次第です。 
今日は南先生はいないですか。鎌田先生と田中先生の部分は、これはほぼ終わってい

ます。101 条、103 条の部分ですけれども、これは近藤先生、どうでしたか。 
近藤：これは終わっていたかと思います。 
三柴：終わっていますね。吉田先生の健康情報の部分はいかがでしょうか。 
吉田：まだこれからです。すいません。 
三柴：109 条～115 条については、近藤先生、どうですか。 
近藤：これも以前出したもので、終わっているかと。 
三柴：分かりました。大体状況がつかめましたので、改めまして未着手の方、あるいは着

手したけれども終えていない方については、強くよろしくお願いします。今年の 10月末

が最終期限で、今回はそこの締め切りを超えることが決して許されません。よろしくお

願いします。今年度、そこで終えて、その後本にしていく作業を進めないと、研究プロ
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ジェクトを打ち切られてしまうので、穴が開くということは決して許されないので、こ

こは厳によろしくお願いします。 
では、森山さんにリードをお願いしている法改正提案です。行政官等から得られた、

社会調査で得られた法改正提案の検討にいく前に、井村さんにリードしてもらっている

労働法学会の準備会合です。ワーキンググループではなく、労働法学会での準備会合で

井村さんが報告してくれた進捗状況について共有したいと思います。 
井村：・・・・・・検討できるのではないかという。民事訴訟という項目で報告するとい

うことで、目的につきましては、安衛法の予防的活用という観点からこれまでの安全配

慮部分に関する議論について、これが主に労災認証と呼ばれるように労働災害に対する

事後的な救済が中心であったということと。 
安衛法の改正の方向も含めて考えたとき、もう少し予防的な活用が必要になってくる

のではないかと。法律が役割を果たすのはもちろんですけれども、ただ、こういった法

律の内容について民事訴訟を通じて、より実効性を確保するということが検討できるの

ではないか。それを具体的には安全管理体制と整備するための規制ということに関して、

民事訴訟を通じた救済可能性を探ると考えています。 
最初のところが、安衛法の立法の趣旨と、法改正による理念の変化と題していますけ

れども、この点について安衛法の立法趣旨が後追い的性格から先取り的性格に変わると

いうお話を前回しましたけれども、もともと安衛法が後追い的性格のみを持っているわ

けではなく、先取り的な性格も持っていたということは前回三柴先生からご指摘いただ

きましたので、ここは先取り的性格が強まっていると書き換えていきたいと考えていま

す。 
この次が、安衛法の司法的効果と安全配慮義務ということで、安衛法の司法的効果に

関し、あくまでも法の趣旨としては監督取締法規として制定されており、民事的救済に

対して直接参照することを想定したものではないというのが当初の想定でした。ただ、

実際には安全配慮義務の中で安衛法の規定を参照して結論を導き出すということが実際

には行われており、そういった中で確立されてきたのが安全配慮義務であり、それは現

在は労働契約法の 5 条に法制化されているということができるかと思われます。安全配

慮義務といったわけですけれども、一応、定義としては現在の重責ということになるか

と思うのですけれども、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入ったその

社会において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方または双方が相手方に対し

て信義則上負う義務として一般的に認められるべきものです。 
これをベースに、前回の報告では安全配慮義務をベースにしつつ安全管理体制整備義

務ということを安全配慮義務の中に含むのか、あるいは別なものとするのかということ

を両論併記的にしようかといっていたわけですけれども、三柴先生の基調報告の中では、

安全配慮義務の定義について安衛法の定めや趣旨も踏まえ、対象者の安全衛生を支配管

理できるものに課せられた職域のリスク調査に基づくリスク管理義務、これは先ほど、

北岡先生の報告の中でもリスク管理責任というかたちで出てきますけれども、言ってい

ることはおそらく同じで、これは従来の安全配慮義務と異なる観点からの定義というこ

とになるので、シンポジウムというかたちであることから。 
三柴：井村さん、聞こえなくなりました。シンポジウムというかたちであることからとい

うところから、巻き戻してもらっていいですか。聞こえないです。 
井村：ものに課せられた職域のリスク調査に基づくリスク管理義務となっていまして、シ

ンポジウムの趣旨からすると安全配慮義務をどう定義付けるかということに関して、こ

こに従来と違うということを説明しなければならないということになるとすると、その

下の前回の報告が安全管理体制義務といっているところは全てこの三柴報告における安

全配慮義務の中に全て含まれます。ここをどう整理するかというのは、一つの課題とい

うことになります。 
安衛法の民事的救済の検討ということになるのですけれども、安衛法の規定そのもの
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は一般的予見可能性を明らかにしたもので、事業者の行動によって●における予見可能

性が争われるということです。これが一般的には労災補償として●どう考えるかという

ところで●特定する際に検討されていたところであろうかと。例えば、先日の三柴先生

の報告にあった●では、欠陥に対するリスクそのものは昭和 30 年代～40 年代にはすでに

確認できていましたが、それが実際に法規制の対象になったのはもう少し後のため、も

ちろん国の責任としてこういったリスクに対応することは難しい中で、現実に危険行為

自体等は発生することは明らかです。 
そういう状況に対し、法は今ないということも、でも実際に発生している以上は、そ

れに対して何らかの●ときに●するものではありません。もっと古い話ですけれども、最

近の課題ということで、今、新しいリスクに対応する方法を従来のような全て法や規則

に振り回されることではなく、予見可能ということで体制を作ったり、手順を明らかに

したり、ガイドラインを作成したり、性能要件を作成したりということをするようにな

り、これらはあくまでも●に代表されるような職場におけるリスクというのは、事業者

が最もよく分かっているはずです。そういった安全管理体制をしているということをこ

れらのガイドラインなどから事業者が取捨選択した上で、それが履行されているかどう

か、それが履行されることによって、当該事業場における職業リスクの予見可能性につ

いて認識することができます。そのリスクがあったかどうかということより、そのリス

クを予見する体制が整備されているかどうかというところに基づいて●いうことができ

るのではないかと考えます。 
それを安全管理体制訂正の条文にというのはありますけれども、それに関しては従来

の安全配慮義務のほうが労働契約あるいは労働契約●のものに対する配慮すると定めら

れているものに対し、必ずしもそういったかたちではなく、あくまでも事業者がその事

業を遂行していく上でのリスクを事業者自らがさまざまなツールを活用してリスクを把

握して●いうことになるので、従来の考え方の安全配慮義務というのは、制約に基づい

ているところが多々ありますので、そういった制約の●と捉えるべきなのか、あるいは

それとも別な●ところに関しては、まだ検討が必要なところにあります。 
前回は、この辺を●どうかというところなのかという話でしたが、先ほども申し上げ

ました三柴報告における安全配慮のリスクとありますので、そこについて工程を変えた

ほうがいいかと考えています。 
それから、具体的に、安衛法●どのように安全管理体制●というところについては、ま

だ全く話がまとまっていません。ただ、いずれにしてもこの辺の原因に関して、●、災

害が発生した場合には、●リスク管理されずそのままになっている状況に対して、●あっ

たり、あるいは●履行請求であったりというところの可能性を入れたほうがいいのかと

考えています。その上で、特に後者のほうは、災害が発生していない中で事業者のリス

ク管理体制に問題があるというところで労働者、労働者以外もそうです。●場合のリス

ク責任をどのように考えるかということが●。 
それから、先ほどの近藤先生の報告に鎌田先生からこれはこちらのかたちになるので

はないかというところが、●いうと、産業医がその職責をしっかり果たしていないため

に、事業者とともに訴えられる可能性が出てくるのではないかという話もあります。こ

ういったそれぞれの先生方の報告と関連して、例えば化学物質管理－石﨑先生の報告で

あれば、先ほど質問したように●。また、前回ご報告いただいた浅田先生の報告、職場

における障害者の●でしたか。そういったことが行われるのは、十分な検討がなされな

いままさまざまな●場合、その障害者が入っていないということについて、●ところが可

能なのかどうか。北岡先生の報告では、先ほどあったように、社会的接触の有無を●、
あるいは、地位の乱用というところで労働者以外のものの安全配慮の救済ということが

できるのかということですけれども、そこは浅田先生の●かたちからすると、これは●に
事業者の社会的コストを削減するために●の中でしてもらったほうがいいのではないか

という話なので、そういった観点から何かしらの一つの他の●することが必要ではない
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でしょうか。そこの考え方というところで、モデルケースをさせていただくことが必要

ではないかということも、それも先生方の報告に●、従来のアプローチとは異なる可能

性を持つといいのかと考えています。あまりまとまりがありませんけれども、私からは

以上です。 
三柴：ということです。聞こえていましたか。 
淀川：私は聞こえていました。 
三柴：でしたら、良かったです。この研究プロジェクトから派生というか、今年の秋の労

働法学会の大シン報も一部のメンバーが行うという展開になっており、その中で井村さ

んが平たくいえば安衛法を民事裁判を使ってどう履行を確保するかと、履行の促進とい

うべきか、そういう話題を担当していただくことになっています。その準備作業の一環

で、中間報告的なことをして、まだ準備不足ということではあるけれども、中間報告を

していただいたのが今の動画です。 
要するに現代の安全衛生法や安全配慮義務などの民事救済法理を巡る重要な論点の一

つは、不確実なリスクにどう対応するかということです。先ほど大場先生のお話に対し

ても申し上げたとおり、化学物質というのはそもそも有害性がよく分かっていないもの

が多く、さらに最近、安衛法が対応している課題だと、疲労やストレスというものです。

これらは、疲労はともかくストレスは質や量によっては毒にも薬にもなるものですから、

そもそもハザードやリスクといっていいかという問題なわけで、そういったものが不幸

にして災害、疾病をもたらしてしまったときに、どう救済法理を考え、適用するべきか

というのが難しいわけです。 
安衛法は、予防の法律として以前とは違う方法を採ってきています。一言でいうと、

手続きや体制を整備するということを促進しています。安衛法は、リスクかどうかも、

あるいはリスクがあるかがよく分からない課題に対し、手続きや体制を整えろという方

法で対応してきています。例えば、化学物質対応や作業環境測定士を選任しなさい、そ

の他の衛生関係のリスクに対しては、産業医なり、労働衛生管理者なり、いろいろ専門

的な知識・技能を持った方を選任して、リスクをあぶりだせとしています。ストレスの

ような問題については、ストレスを低減しろということは義務付けず、ストレスチェッ

クをしなさいという、これも手続きを定めています。それらは全て、そもそもリスクが

何かから始め、それが分かったとして、それがあるかどうかを調査しろということで、

そのためには多様な条件に応じて調査の仕方も変わるから、専門家を活用しろ、あるい

は衛生委員会のようなものを設置し、話し合うなど、そういう方法・手続きを定めてい

るということです。 
従って、鎌田先生と大場先生のお尋ねにもありましたけれども、化学物質の有害性を

調査して、その結果を役所に届け出させるというのも、いわばよく分からないリスクへ

の対応方法の一つです。そういう手順を尽くして、それでも分からなかったこと、どう

にも対応できなかったことは仕方がないけれども、やるだけやってみろという姿勢を安

衛法は取っており、安全配慮義務という民事の救済法理も、その影響を受けているとい

うか、あるいは独自にそういう考え方を発展してきたという面があるでしょう。判例分

析をしたら、リスク調査に基づく管理義務といって差し支えないぐらいに判例の最大公

約数はそういう示唆をしていると取れましたということで、井村さんは私のその立論を

受け、体制整備という考え方に着目した民事救済法理のあり方を探ろうとしているとい

うことです。 
この項目については、この話題については、情報共有ができればいいので、この限り

にしたいと思います。今日、井村さんがのっぴきならない事情で出てこれていないので、

取りあえずは井村さんがそういう話を今詰めているということを共有していただいて、

次回以後に突っ込みを入れていただければと思いますので、これはこれで終わりという

ことです。 
あんまりもう時間が残っていないですけれども、森山さんに可能な限り元行政官向け
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の調査を踏まえた法改正提案についての検討を進めていただいて、終わりたいと思いま

す。では、画面共有をお願いします。 
森山：これは、2 年ぐらい前に三柴先生から全国の労基署や労働局等に質問を送っていた

だき、それに対して希望した方が意見を出し、提出したものを一つ一つ検討していくと

いうことです。ここが提案文になり、私のほうで少し註（註釈）を入れ、紹介していま

す。いってみればブレーンストーミングのようなかたちで、思いついたアイデアをいた

だくだけでも非常に助かると思っています。前回は、26 番までについてお話して、今日

は 27 番からスタートさせていただきます。 
読みますと、「技能講習制度について」ということで、「免許については都道府県労

働局長が行うことから、その実施状況について容易に把握できるが、技能講習について

は登録講習機関が実施するものであることから監督機関においてその実施状況を把握す

ることが困難であるところ、これを把握できる制度にできませんか。理由としては、技

能講習の修了証を携帯しておらず、確認ができない場合に、技能講習を修了していない

ために携帯していないのか、技能講習を修了していて紛失などをしたものか、判断する

ことが極めて困難だから」ということです。 
「森山註」ですけれども、「主に技能操作の段階で、技能講習や特別教育というのは

修了していないことの証明は非常に難しい」と思っています。何か、ご意見がある先生

方がいらっしゃいましたら、お願いします。 
三柴：補足的に説明を加えますと、大場先生他、まだ安衛法に親しみをお持ちかが分から

ない方へ向けてということですけれども。すいません。どうぞ。森山さんのほうで。 
森山：少し補足します。クレーンなどは一般に使われていますけれども、労働法で規制し

ていまして、労働安全衛生法で規制していますけれども、大きいクレーンはクレーン運

転士免許です。少し小さくなるとクレーンの運転の技能講習で、さらに小さくなると特

別教育ということになるのですけれども、それを持っておらず運転技術が低く事故を起

こすということもありますので、われわれとしてはパトロールでそういう資格を保持し

ているかを確認するのですけれども、技能講習あるいは特別教育となると資格を持って

いるかどうかというのは確認がかなり困難な場合がありますので、それを何とかしたい

という提案のように思います。何かご意見がありましたら。 
三柴：要するに、資格もないのに運転させたり、操作させたりすると危ない作業というの

がいろいろあるので、その水準によってかなり高い技能がないといけないものは免許に

しているけれども、そこまで高いレベルの技能が要求されないというのであれば、一定

の講習を受ければ良い、あるいは特別教育を受ければいいと段階的に必要な条件が定め

られているということです。ここでは、技能講習を受けたかどうかが、なかなかチェッ

クしづらいということで、方法がないか、方法を検討してほしいという要望があったと

いうことですね。 
柳川：特別教育は、これは現在も修了証を発行することすら義務付けられていませんし、

事業者に保存義務がありますけれども、3 年間だけです。実をいうと現在も似たような

システムがないわけではありません。というのは、（技能講習については、）修了証を

発行するのは当然各登録教習機関ですけれども、国はその登録教習機関の修了したとい

う結果の台帳を指定修了証発行機関、富士通さんのほうに全て送ってもらうようにお願

いしており、そちらでまとめて入力しています。それはただ登録教習機関が嫌だと言っ

てしまえば、それで終わりですので。 
森山：強制ではない。 
柳川：富士通というのは、必ず富士通というわけではないのですけれども、今はたまたま

富士通がしているというだけですけれども、これを今度は K システム、K システムとい

うのも正式な名称ではなく、仮の名称ですけれども、というものを導入すれば各受講生

の方は直接その K システムに受講申請を出すようになるわけです。この K システムで全

て結果は記録して、各登録教習機関にあなたのところにこういう申し込みがあったから
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やってくださいと通知を出し、その登録教習機関のほうで「はい、やりました。この人

は合格しました。修了しました」という通知が来ると K システムに保存され、それを各

個人のマイナンバーカードを ICカードスマホに照らしてみると、この人はこれを修了し

ていますという証明書になるというシステムです。ただ、正直申し上げまして、関係者

は実際にうまく運用できるかということについて、かなり疑問を持っているという印象

を私は持っています。 
森山：それは現状の制度はということですか。 
柳川：そうではなく、この K システムのほうも、K システムというのは、新しいマイナカ

ードを使ってというものです。 
森山：その理由としては、どういうことがあるのでしょうか。 
柳川：まず一つには、K システムそのものがかなり動いたとしても、おそらく証明書とし

てはマイナカードというのは極めて使いづらいものになるだろうと思います。というの

は、そこに技能講習何々を修了しましたと書かれているわけではありません。あくまで

もそれを ICカード読めるスマホに照らせば出てくるというだけです。そうすると、例え

ばある建設現場があり、その建設現場に入る労働者に対して全員、今であれば修了証の

コピーを事前に提出しろと言えます。ところが、そういうシステムができてしまうと何

が起きるかというと、スマホで映してそこに現れたものを写真で撮って送ればできるで

はないかと思うかも分かりませんけれども、はっきり言って、それは偽造をし放題です。

なので、どうなのかという感じはしています。そうなると結局、各登録教習機関が修了

証を並行して発行するということになってしまいます。ただ、この提案に関しては、う

まくいくでしょう。この提案に関しては、問題がないわけです。というのは、データは

全て。 
森山：そうですね。元データがきちんとプールされているという意味では、改善は可能か

もしれないということですね。 
柳川：当然そうです。ただ、当然そのシステムができる前に技能講習の修了証を取った人

が、そこにデータを入れることに協力してくれるかどうかということになると、また話

は別です。 
森山：分かりました。ありがとうございました。 
三柴：森山さんの実務感覚にも、少し尋ねたいのですけれども、この提案をされた方は、

労働監督の特殊性というのを念頭においていると思います。監督官が監督指導をするか

ら効き目があるということをおそらくこの提案の背景にはイメージしていると思います。

だけど、柳川さんからされた話というのは、いわば間接強制など誘導の方法で、簡単に

いうと、システムを組み、そこに乗ると便利だからみんな乗ってきてというやり方だと

思います。イギリスみたいに、例えば危ない建設現場に入るには、ある証明書を持って

いないと駄目だなど、Permit to Work Systems といいますけれども、そういう方法を採

っているところであれば、システムと調整などセット、労働監督とシステムの組み立て

がセットということになってくると思うのですけれども、どうでしょうか。伺いたいの

は、労働監督のパワーを使ったほうが効き目があるのか、それともマイナカードなどで

情報を一元化して、そのメリットあるいは乗らないことのデメリットを強調するほうが

いいのか、将来も見越して、現場感覚的にどちらがいいと思いますか。 
柳川：すいません、一言だけ。 
三柴：どうぞ。 
柳川：失礼ながら、誤解があるような気がするのですけれども、この提案の理由というの

は、実際に就業制限の技能講習を修了していないものが運転をしていた、要するに無資

格運転をしていたという場合に、その人が「いや、私は持っているけれども、修了証を

なくしただけです」と、「じゃあ、それはどこで発行したんだ」と言われたときに「覚

えていません」と言われたとしますよね。そうしたときに、持っていないということを

証明するのがかなり難しい面があります。なぜかというと、修了証というのは国で出し
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ているわけではなく、世の中にも山のようにある民間の登録教習機関が出しているわけ

です。だから、制度上はデータはそこにしかないわけです。なので、全てのところに、

あなたのところでこういう人がこういう技能講習を受けて修了していますかということ

を問い合わせをしない限り、ないという証明ができないという、そこを気にしていると

思います。なので、K システム、新しくできるマイナンバーカードを利用した K システ

ムにおいては、一括してデータを扱うわけですから、そこへ問い合わせをすれば「いや、

こいつはやっていないぞ」ということが分かるということだろうと思います。 
三柴：分かりました。そういう意味では、この課題は、その K システムが整うことで少な

くとも半歩か一歩は前進するだろうということですね。 
柳川：そういうことになります。 
三柴：分かりました。これは、それでいいのではないですか。 
森山：ありがとうございます。普及という面では、当然監督機関の規模の話もあるので、

どんどん民間のほうで便利な制度ができて、それが普及するということも非常に大きい

効果があるとは、先ほど三柴先生の話でいうと、そう思うところです。 
三柴：では、これは。 
森山：もっともな提案と思います。どうしましょうか。次はもう時間的に難しいですか。 
三柴：もう 1 個ぐらいして終わりましょう。 
森山：分かりました。これはもうすでに検討済みのものですけれども、どうしましょうか。

これはもう飛ばして。 
三柴：そうですね。間にコメントを挟むと、先ほど、不確実なリスクへの対応で、体制作

りを含めた手続きが重視されてきているというお話がありました。安全対策でも、教育

と専門性を高めた人を信頼して対策を任せるということは伝統的にずっと行われており、

特に旧安衛則のときに結構整備されたと、工場法時代から比べると、旧安衛則の時代に

結構充実化されて、本格的に充実化したのが現行法という感じがあります。ですから、

この手の免許や技能講習や特別教育という話は、安全対策においても非常に重要だとい

うことを申し上げたいのです。それから、もう一つだけ、資格という言葉の意味ですけ

れども、これは一般に思われている資格と安衛法上の資格は少し意味が違っているよう

です。要するにある資格を持っていないとこの仕事はできないというのは就業制限とい

うのですが、その場合の資格というのは、いわゆる国家資格を持っているなど、免許が

あるなどいうだけの意味ではなく、まさに研修を受けた、講習を受けた、技能講習を受

けた、特別教育を受けたことも含め、その修了証を持っているということも含めて資格

と呼んでいます。ここの用語は混乱されないようにと思います。以上です。 
森山：今、少し近藤さんから共有がありました。まとまるくんというのがありますので、

よろしければ後で、今チャットにアドレスが貼ってあります。こういう、先ほど柳川先

生がおっしゃったような制度があります。すいません。次にいきますと、特別教育の対

象業務を増やしてほしいという意見がありました。ここで取り上げられているのは、荷

役作業中の災害として増加傾向にあるテールゲートリフターおよびロールボックスパレ

ット、カゴ車ともいいますけれども、これらを使用する業務を第 59条第 3項の特別教育

を必要とする業務に追加してほしいという意見です。テールゲートリフターというのは、

このように昇降する板が付いている、トラックの後ろのほうにあります。この作業員が

持っているのがカゴ車です。今テールゲートリフターの上に乗せましたとなるのですけ

れども、これがこのように落ちたり、非常に危ないと、このストッパーが、このように

下げて使うものになります。角田先生、何の画像でしょうか。 
角田：パトロールに行ったときの写真ですけれども、見えますか。テールリフトの写真が

あったので、共有しようかと思いました。 
森山：出ました。これですね。実際この災害は非常に多く、極端にいうと、もしかしたら

休業災害の 1%ぐらいはおそらくロールボックスパレットの災害なのではないかという

ぐらい災害が多いです。テールゲートリフトは、そこまでではないですけれども、非常
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に危ないということで、取り扱い方法によっても非常に災害のリスクが上下しますので、

こういうものを加えたほうがいいのではないかという意見でした。 
使われている業種としては、ロールボックスパレットというのは、例えば運送業や梱

包・仕分け関係の業種、それから製造業や商業などで多用されています。荷を乗せると、

ロールボックスパレット自体が数百キロ、例えば 400 キロということも珍しくないので、

これに押しつぶされると死亡するということが起きています。これについては、何かご

意見がある先生方がいらっしゃいましたら、頂戴したいのですが、それに関して特別教

育の対象業務というのはどういう基準で加えられてきたのかというところも含め、もし

知見のある先生がいらっしゃいましたら、ご教示をお願いしたいと思います。 
三柴：もともと旧安衛則の時代に、大きく資格がないとつけられない作業というのを 3 種

類ぐらい、非常に大ざっぱな分類をしていました。現行法を作るときに、労基法の小委

員会でいろいろ検討した中で、さらに資格を整備して、資格を出す、あるいは講習を行

うような団体について、しっかり法律で適格性を定めて、資格のクレディビリティーを

高めないと駄目だというような報告がなされました。それに沿って安衛法の後ろのほう

の条文は、やたらこういう機関のあり方について細かく定めているような格好になって

おり、その特別教育制度も、現行法を作るときに整備充実化の中でできた制度の一つだ

ったと思います。条件としては、まさに必要な専門的な知識技能のレベルということで

いったときに、もともとはしばらく経験をしていればそれで構わないような基準が大ざ

っぱなくくりをしていた旧安衛則時代にありました。しかし、少し経験していればいい

ぐらいでは、やはり不足で、もう少しきちんと専門家から教育してもらったらいいとい

うところで設けられた制度だったと思います。後で少し確認し直しますけれども、もと

もとの分類ではある程度経験があればこなせる、危険性をある程度抑えられる作業とい

う趣旨ですが、きちんと専門家から習ったほうが確実で、万全を期するという趣旨の制

度が特別教育だったと思います。 
森山：ありがとうございます。制度上は一応社長が教えてもいいといっていますが、実際

は確かに外部機関による講習がなされています。法制度上は事業者が行うということに

なっていますので、その辺り、どういう整理をしたらいいのかと思います。そういう意

味でも一般の安全衛生教育ではなく特別教育をするという意味や、あとは玉掛けは技能

講習ですけれども、テールゲートリフターは技能講習なのか特別講習なのかというのは、

どう区分けをすればいいのかということも疑問に思います。柳川先生に、その辺りご意

見を少しお伺いしたいのですけれども。 
柳川：技能講習というのはあり得ないと思いますが、特別教育になるか、ならないかです。

最近特別教育になったものとしては、2 メートルを超える高所で、かつ、足場の設置の

困難な場所においてフルハーネス型の墜落制止用器具を用いて業務を行う場合、その後、

50 ボルト以上の蓄電池という電池を有する自動車の整備業務ができたわけです。ただ、

その 2 つができた経緯が全く違っており、正直に、また極端なことをいうと、そのとき

そのときの、例えば 50ボルト以上の蓄電池を内蔵する自動車の整備に関するものは、も

ともと低圧電気作業が特別教育の中に入っていました。それが 50ボルト未満の電圧であ

れば対象外だったのですが、本来筋の違う 50ボルト以上の蓄電池を有する電気自動車の

整備についても、その特別教育を受ける必要があるという、変な解釈をしていました。

私は変だと思っています。そうすると、今度は自動車整備業界さんがいい加減にしてく

れと、自動車整備をするのに、なぜそのような低圧電気の工事なのか、工事でもないの

ですが、要するに 50ボルト以上の活線の設置または修理の業務をそれだけではなく、他

にもありますが、覚えなくてはいけないということで、自分たちで自由に教育を作って

ほしいと安全課に陳情し、それでできたという経緯があります。はっきりいって、本当

に特別教育をしなくてはいけないような危険な業務かといわれると、個人的にはクエス

チョンマークがないわけでもないです。フルハーネスというのは、私はこれは非常にい

いことだと思っており、それまで安全帯といわれていたものを墜落制止用器具に変えた
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ときに、保護具というのは当然のことながら正しいものを正しく選んで正しく使用して、

かつ、正しく管理をしないと役に立たないわけです。事実上、保護具の使用について特

別教育というものができたというのは、非常にいいことだと私は思っていますけれども、

ただ、やるのであれば防毒マスク、防じんマスクのほうが先ではないかという気がしま

す。あくまでも、私の個人的な感想です。ただ、事実上保護具の使用について教育が義

務付けられた、建前上は違います。建前上はあくまでも業務についての特別教育ですけ

れども、事実上、保護具の使用についての特別教育が義務付けられたというのは、私は

画期的なことだと思っています。 
森山：ありがとうございます。 
藤森：よろしいでしょうか。 
森山：はい。 
藤森：大体、柳川さんのおっしゃるとおりだと思います。例えば、本来この 2 つについて、

テールリフターについても昇降盤についてもそうです。今までの特別教育との比較とい

う意味では、特別教育つまり運転操作そのものに対する特別教育と、そこまでいかなく

てもロボットやプレスや研削砥石（といし）のように、本来の運転あるいは業務という

よりも、危険性が高いことがポイントですけれども、ロボットであれば教示や検査の業

務、本来の運転ももちろんありますけれども、プレスであれば金型の調整や試運転など

がありましたね。本来よりも一層危険性が高いというか、結局比べてみて相対的に何ぼ

だと思います。その件を、今度は本件に持ってきてテールリフター、確かに危ないし、

事故も起こっています。これは無視できないことです。措置を講じなければならないけ

れども、それは今言った観点から特別教育レベルなのかと。実効性といってはあれです

けれども、本来の規定がどこにあるのか、これから規定を作るというなら別です。例え

ばプレスにしろ、砥石にしても、ロボットにしても本来的な規定がそれぞれあります。

そういう中でどうするのかということは、結局後ろ向きではいけないけれども、事業者

の責任を問うことになってきます。その観点からすると、今申したように比べてみて程

度の問題で、繰り返しになりますけれどもロボットあるいはプレス、研削砥石、電気で

もいいです。果たしてどうなのか、私個人としては、非常に疑問があります。だから、

手をこまねいてはいけないので、そこはやはり通達レベル、指針レベルなど、そこで処

理していくのが一番いいのではないかと思っています。仕切りもそういうところではな

いかと。柳川さんも詳しいですけれども、そのようなことを感じています。以上です。 
柳川：同感です。 
森山：省令あるいはガイドラインで使い方が確立されてから特別教育にするのかどうかと

いうことの議論になるということでしょうか。 
柳川：そうではなく、特別教育をするとなると、学科が大体最低でも 6～7 時間になりま

す。実技は 1 時間というケースもありますけれども、それだけ教える内容があるかとい

う気もします。 
森山：ノウハウ自体の密度というか、分量が少し少な過ぎるのではないかということです

か。分かりました。ありがとうございます。 
三柴：おっしゃるように、特別教育なり、技能講習なりの設定の基準を考えたとき、ざっ

くりいえばリスクの高さだけれども、要素を分解して考えていくと、災害件数が多いと

いうことなのか、それとも対策にある程度高度な知識や技能が求められるということな

のか、災害件数は少なかったとしても、起きたときの重篤性が問題なのかというところ

は考えなくてはいけません。この 2 件については、死亡災害を生むわけだから、ある程

度の重篤性です。件数はかなり多く、また柳川さんがおっしゃったように、学ばせるほ

ど、教育にするほどの内容があるのかということです。 
森山：もしかしたら他と組み合わせるというのもあり得るでしょうか。荷役業務というと、

少し広いですけれども、どうしても最近は事業場自体にはそういう知識を持った人がい

ないという状況が非常に多く、それ自体を改善するべきということもありますが。 
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藤森：先ほど言ったように、実効性というか、重篤性それから災害の数が多いというのは、

非常に大きなファクターです。繰り返しになりますが、それを事業者の責任として、従

業者の教育とどれだけの実効性、先ほど柳川さんも言われましたけれども、その辺が比

較の問題で、相対的になってくると思います。プレスやロボットなど、それをより具体

的にプレスだったら金型の取り付け、取り外し、ロボットであれば教示や検査、それに

より比べてみて危険性が建策しているわけです。重篤性や数の多さはもちろん大切なの

ですが、繰り返しになりますが、事業者の責任というのは固いことを言っているだけで

はなく、それだけの責任を負わせて、実行性がどうだろうかということになると、柳川

さんも先ほどおっしゃったように、大体学科は 7～8時間程度ですから、そうなってくる

とそういうことよりもというか、実効性という観点からすれば、特別教育レベルではな

く、こまめな対策の要綱や指針、他のものの抱き合わせで事業者に作業方法を、作業手

順の必要性を伝えるということが非常に重要ではないかと思っています。 
三柴：これは安衛研でも研究しているけれども、結局研究成果の反映はガイドラインと周

知だったと思います。 
柳川：そうですね。 
森山：その辺りも確認してみたいと思います。 
三柴：特別教育まで持っていくのは、少し難しいかという感じです。 
柳川：雇入時の教育は、作業転換時の教育で十分かという気もします。 
三柴：確かにそのタイミングでの教育でいいでしょうね。 
森山：ありがとうございます。 
三柴：このような感じにしましょうか。 
森山：ありがとうございます。 
三柴：すいません。今日はあまり進みませんでしたが、大場先生から非常に有益な報告を

いただき、議論も充実しました。情報の共有や情報を深めるという作業も、両方できた

のではないかと思います。本当に長時間にわたり、ありがとうございました。本来より

も 30分時間が超過してしまいましたが、有意義な機会を作っていただいたと思います。

ありがとうございました。今日はここまでとさせていただきます。 
森山：お疲れさまでした。 
三柴：お疲れさまです。 
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製造物責任法と労災補償

流通経済大学 大場敏彦

１ 労災補償の方法

○ 労働基準法による災害補償（法75条～88条）

○ 労働者災害補償保険法による補償

○ 損害賠償による補償

・ 債務不履行にもとづく損害賠償（安全配慮義務<労働契約法５条>、民法415条)

・ 不法行為にもとづく損害賠償（民法709条・715条・717条）

・ 製造物責任法（以下、PL法）にもとづく損害賠償

責任主体を増やすことによる被災労働者等のメリット

同様の労働災害を予防するメリット

２ ＰＬ法の概要

ＰＬ法は、「製製造造物物」について「引き渡したものの欠欠陥陥により他人の生命、身体又は財産

を侵害した」（３条）製製造造業業者者等等の損害賠償責任を定めている。

(1) 「製造物」の定義

「製造物」について法２条１項は、「製造又は加工された動産」と定義している。

＊ 「製造」とは、「部品又は原材料に手を加えて新たな物品を作り出すこと」であり、「加

工」とは、「物品に手を加えてその本質を保持しつつこれに新しい属性又は価値を付加

することである」とされる。

＊ 「動産」とは、「民法の意味するところと同一である」とされている。つまり、有体物であ

って（民法85条）、土地とその定着物以外のものが「動産」ということになる（民法86条）。

土地の定着物とは、「(ａ)土地に附着するものであって、(ｂ)継続的に一定の土地に附

着させて使用されることが、その物の取引上の性質と認められるもの」とされている。建

物や立木、テレビ塔などがその典型例とされるほか、建物内に据え付けられた機械も、

据え付けの程度によっては定着物とされる。

ただし、定着物とされて不動産の一部となった動産であっても、「引き渡された時点で

動産であ」れば、製造物責任法の適用を受ける（エレベーター等）。

(2) 「欠陥」の定義

「欠陥」とは、「製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」（法２条２項）である。製

造物の表示や効用・有用性、価格対効果、被害発生の蓋然性とその程度、通常使用期間

・耐用期間などといった「当該製造物の特性」、製造物の合理的に予期される使用や製造

物の使用者による損害発生防止の可能性などの「通常予見される使用形態」、製造物が

引き渡された時期や技術的実現可能性などの「当該製造物を引き渡した時 期」、危険

の明白さや製品のばらつきの状況、天災等の不可抗力の存否などの「その他の当該製造

物に係る事情」といった要素などを考慮して「欠陥」の有無が判断されることになるとされて

いる。
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(3) 「製造業者等」の定義（損害賠償の責任主体）

法２条２項は、「当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者」を「製造業者」と定

義づけている。

そして、「自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他

の表示（略）をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示を

した者」や「当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、

当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者」につ

いても製造業者等としている。

＊ 販売業者は「製造業者等」から除かれているほか、修理業者や設置業者について

も、「製品が流通におかれた後の問題である」ことや、「ほとんどの場合設置・修理業者と

消費者との間には直接的な契約関係が存在しておりかかる契約関係に基づいて処理

を行うことが適当である」として、除外されている。

３ ＰＬ法と労働安全衛生法・労働安全衛生規則

労働安全衛生法（以下、労安衛法）や、労働安全衛生規則（以下、安衛則）といった、行

政上の基準とＰＬ法上の「欠陥」との関係が問題となる。すなわち、これら行政上の基準を満

たしていることをもって「欠陥」が存しなかったとするのか、逆に基準を満たしていないことをも

って「欠陥」を認定、推定することができるか否かが問題となってくる。

(1) 「設置標準は行政指導監督上の一応の標準として必要な最低限度を示したものである

ことが明らかであ」り、同標準に違反していないことをもって「瑕疵」が否定されるわけでは

ないとするもの（運輸省が定めた踏切道保安設備設置標準をめぐって争われた事件の最

高裁判決・最判昭37・４・26民集16巻４号。なお、「瑕疵」の存否に関するもの）。

(2) 「行政上の製品安全規制は、製品事故防止を目的として製品の製造・販売に際して充

足すべき最低基準を定めた取締規定（不適合の場合、事故が発生しなくとも製造・販売の

禁止、罰則等の対象となる）であると同時に、企業の製品安全対策や消費者の購入・使用

にかかる評価のガイドラインとしての意味を持っている」。そして、このような安全規制の意

義・目的と、被害者救済ルールを定めた製造物責任法の意義・目的とが異なることから、

「行政上の安全規制への適合・不適合と欠陥の存在や製造物責任の存否の判断とは必

ずしも一致するものではないが、…欠陥判断における重要な考慮事情の一つとはな」ると

するもの。

(3) 製造物責任法上、「取締規定に違反していないという事実のみをもって直ちに欠陥がない

とはいえない」としつつも、「その反面、当該製造物が法律に基づいて定められたこれらの安

全基準に適合しているような場合は、とりあえずは欠陥がないものと推定して差し支えないと

考えられる」とするもの。

⇔

ＰＬ法４条

(4) 私見

労安衛法は、「労働災害の防止のための最低基準」（３条）を定めたものであるとともに、

「快適な職場環境の形成を促進すること」（１条）をも目的としたものである。
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○ 労安衛法や安衛則上の基準が「必要な最低限度を示したものであることが明らか」な場

合には、その基準を満たしていたとしてもなお、「その物が本来備えているべき性質または

設備を欠く」、すなわち「欠陥」にあたる場合があることは否定できない。

また、労安衛法や安衛則上の基準が、「必要な最低限度を示したことが明らか」でない

場合、言い換えれば望まれる高度な基準を定めている場合であっても、基準を満たしてい

ることをもって、「欠陥」を否定する、あるいはなかったものと推定することはできない。

○ 労安衛法や安衛則上の基準が、製造物の製造に際しての「必要な最低限度を示したも

のであることが明らか」な場合に、そのような基準すら満たしていないことは、当然に、「そ

の物が本来備えているべき性質または設備を欠くこと」あるいは「通常有すべき安全性を

欠いていること」になると解すべきである。

また、行政上の基準が、「必要な最低限度を示したものであることが明らか」ではない場

合については、そのような基準を満たしていないことをもって直ちに「欠陥」があったと認め

ることはできず、予見可能性や回避可能性の有無によって判断されることになる。

○ 「欠陥」の認定にあたっては、労安衛法や安衛則などの具体的な規定が、「労働災害の

防止のための最低基準」であるか否かを個別的に検討していく必要がある。なお、労安衛

法第３章に規定される安全衛生管理体制であるとか、66条に規定される健康診断などに

ついては、「欠陥」が「製造物」について問題となるものであることから、これらの規定に違

反していたことをもって「欠陥」とすることはできない（ただし、安全配慮義務違反の問題と

して捉えられることを否定するものではない）。

引用・参照文献

山本庸幸『注釈製造物責任法』(1995)

経済企画庁消費者行政第一課編『逐条解説製造物責任法』(1995)

升田純「詳論・製造物責任法」ＮＢＬ563号（1995)

消費者庁・「製造物責任(PL) 法の逐条解説」（https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safe

ty/other/product_liability_act_annotations/?msclkid=9dfec1a2bcfa11ecbe00b54f3a577eee）

五十嵐清『注釈民法(19)』(1965)
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新厚労科研安全衛生法学プロジェクト 
第２回（通算第２６回）会議開催要項 

 
２０２２年６月２５日（土曜）１３：３０～１７：３０ 

於）Zoom 
 
０ 特別報告（約 35 分） 
 三柴丈典「安衛法の来し方行く末」 
 本年 10 月 29 日に予定された第 139 回日本労働法学会での報告予定内容（の縮小版）と、

個人事業者等の安全衛生対策に関する比較法社会学的な提言内容を紹介します。 
 後者は、事務局による「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」の

運営の参考に供するため、三柴が安全衛生部の担当に行ったレクチャーの内容です。 
 
14：05 頃 ＊＊＊＊＊＊（労働法学会報告メンバー以外の入室）＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
１ 参加者の自己紹介 
 
２ 報告書執筆上の留意点（概ね再掲） 
 ・項目「関連規定」の趣旨について 
 ・現場のリアルが見える体系書。判例、実例、運用実態を徹底的に重視する。 
 ・運用実態（適用の実際）については、先に共有した行政官・元行政官向けの調査結果を

引用する。 
 この項目は、基本的に監督行政の条文運用実態や、規制対象による履行状況を記す項目で

あり、履行支援のためのガイドライン等は、「内容」欄に示す。 
 引用方法 
令和２年度本研究プロジェクトによる行政官・元行政官向け法令運用実態調査（三柴丈典

担当） 
とする。 
その他、厚生労働省労働基準局監督課「労働基準関係法令違反に係る公表事案」、裁判例、

労働者健康状況調査等を参照のこと。 
 ・技術的な用語、法的用語について、用語解説を徹底する。 
 ・平易な表現に努める。ただし、先ずは情報の洗い出しを進め、表現の工夫は後に行う方

法も可。 
 ・技術的な用語の解説について：謝金を出せるので、やりとりの経過を記録して、ある程
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度まとまった段階で、担当アシスタントの早川さんに送って下さい。 
 ・現段階で報告書にみられる問題点と改善方法 
 1）報告書冒頭の要約部分に、執筆テーマ（～について書いていきます）や解説対象条文

の内容をそのまま書いておられる方がおられます。調査して判明した事柄の要約を記載し

て下さい。 
 2）関連条文の欄には、解説対象条文の下位の政省令・通達のみを書いている方がおられ

ます。他の分野の法律（建築基準法、健康増進法、化審法など）で、同じ問題に規制をかけ

ていて、適用の重複が生じる可能性がある規定を記載して下さい。 
 3）適用の実際の欄に、履行支援のためのガイドラインや行政による案内のみを書いてい

る方がおられます。監督官らによる運用実態を記載して下さい。 
 4）関係判例の欄の記載が乏しい例がみられます。解説対象条文に直接言及していなくて

も、規制の趣旨に関わる判例を積極的に採り上げて下さい。 
 5）私法上の効果の欄の記載が乏しい例がみられます。直接その条文に違反した場合の民

事救済のみでなく、被災者が加害者側の落ち度を追求する際に援用する可能性を考え、いろ

いろな当事者、関係性を多角的に想定して論じて下さい。 
 
３ 法改正提案等の検討 
・行政官・行政官 OB からの提言にかかる検討 
先に実施した各都道府県労働局、主要監督署、関係団体に勤務する行政官・行政官 OB を

対象とした調査で示された要検討事項と法改正提案について、個々に検討する 
推進担当：森山 

 
４ 研究経過報告 
石崎（28～28 の 2）（＊語り部情報追加） 

 石崎（64～68）（＊語り部情報） 
その他、まだ報告書に反映した／する予定の語り部情報の報告が未了の方 

 
【逐条解説】 
 三柴（1～5） 
  未了（全体を踏まえ、最後に執筆予定） 
 大藪＋近藤（6～9：労災防止計画） 
  大藪報告は完了。災防計画策定関係者へのインタビューを踏まえた加筆修正、三柴によ

る要約の加筆修正共に未了。 
 三柴（10～19 の 3） 
  未了（全体を踏まえ、最後に執筆予定） 
 原（20～21）（＊語り部情報追加）、 
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  本論の報告は完了。語り部情報の加筆、三柴による要約の加筆共に未了。 
 佐々木（22～25 の 2）（＊）、 
  本論の報告は完了。語り部情報の加筆、三柴による要約の加筆共に未了。 
 森山（26～27） 
  報告完了。三柴による要約は未了。 
 石崎（28～28 の 2）（＊） 
  報告、要約共に未了。 
 三柴（29～32） 
  報告は 2/3 程度完了。要約は未了。 
 淀川（33～34 条）（＊） 
  報告完了。三柴による要約は未了。 
 森山（35～36） 
  報告完了、三柴による要約は未了。 
 井村（37～41）（＊） 
  報告は半分ほど完了。その部分の三柴による要約は完了。残る半分と語り部情報の加筆

は、報告、要約共に未了。 
 森山（42～44 の 2） 
  報告、要約共に未了。 
 淀川（44 の 3～54 の 6） 
  報告、要約共に未了。 
 長谷川（55～58）（＊） 
  報告、三柴による要約共に完了。語り部情報の加筆、三柴による要約の加筆は未了。 
 阿部（理）（59～63）（＊） 
  報告は 2/3 程度完了。初年度からの修正箇所の要約への反映は未了。 
 石崎（64～68 の 2）（＊） 
  報告はほぼ完了。三柴による要約もほぼ完了（修正の反映は未了）。 
 阿部（未）（69～71 の 4）→吉田（阿部執筆部分をベースにする） 
  報告、要約とも未了。 
 大藪、只野、近藤（72～77） 
  報告及び三柴による集約概ね完了、三柴による要約は未了。 
 南（78～87）（＊） 
  報告は概ね完了。三柴による加筆修正の要請への対応、語り部情報の追記は未了。三柴

による要約はほぼ完了。 
 鎌田・田中（88～100） 
  報告は概ね完了。三柴による要約も概ね完了。 
 大藪・近藤（101～103） 
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  報告完了、三柴による要約は未了。 
 三柴→吉田（104～105） 
  執筆者交代。報告、要約共に未了。 
 森山（106～108） 
  報告完了、三柴による要約は未了。 
 大藪・近藤（109～115） 
  概ね報告完了、三柴による要約は未了。 
 
【横断的検討課題】 
 ・性能要件規定の是非と射程（三柴） 
  未了。旧安衛則に関するメモのみ作成済み 
 ・安衛法・規則の名宛人と保護対象の整理（笹井） 
 ・建設アスベスト訴訟の意義～安衛法の保護射程～（） 
 ・作業関連疾患の予防（三柴） 
  未了。 
 ・罪刑法定主義と安全衛生の確保の関係（北岡） 
  報告は概ね完了。三柴による要約は未了。 
 ・「危険のおそれ」（原） 
  労働法学会用の原稿は脱稿済み。三柴による要約は未了。 
 ・発注者の責任、派遣労働者の安全衛生管理（近藤（ただし、発注者の責任が優先） 
  未了。 
 ・化学物質管理（森） 
  報告、要約共に完了。 
 ・法定健診制度（森） 
  報告、要約共に完了。 
 ・中小企業の安全衛生管理（高木） 
  完了。研究書掲載の適性について要検討。 
 ・副業・兼業、フリーランスの安衛法規制のあり方（北岡） 
  報告、要約共に未了。 
 ・安衛法の私法的効力、立証責任（井村） 
  報告、要約共に未了。 
 ・産業ロボットへの接触に関する規制（藤森） 
  報告は完了しているが、体裁整備と内容の深化が必要。 
 ・SDGs と労働安全衛生（永田） 
  未了。現在、別の厚労科研プロジェクトで調査中。来年度のプロジェクトで報告書提出

予定 
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 ・特別規則の成立経緯、趣旨と基本構造、統合の可能性 
 （衛生関係：藤森、安全関係：浅田） 
  藤森報告書：体裁整備が必要 
  浅田報告書：用語解説・図示が必要 
 ・事務所則における男女別トイレの是非（内藤） 
  提出されるか不明。 
 
５ 法学 WG だより 
 井村真己氏 
 別途開催している法学者中心の WG での議論状況を紹介する 
 
６ 今後の予定の確認・調整 
 
 【２０２２年の会議開催予定の確認】 
 ８月２７日（土曜） １３：３０－１７：００ Zoom 
１０月１１５５日日（土曜） １３：３０－１７：００ Zoom 
 
 ＊参加できない方には、三柴が個別に Zoom 等で進捗状況の確認をさせて頂きます。 
 
 分担研究報告書の締め切り 
 １１００月月末末日日  
 研究代表者において、約２０名分の分担報告書をチェックし、やりとりさせて頂く必要が

あるため、期限厳守をお願いします。 
 
７ 横断的検討課題と担当者の選定 

－3278－
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三柴：こんにちは。今日もご参集ありがとうございます。今日は最初に私から「安衛法の

来し方行く末」と題しまして、今年の秋の労働法学会での報告予定内容と、それから最

近始まったばかりの個人事業者など向けの安全衛生対策をどうするかという検討会に先

んじて、私のほうで事務局に行ったレクチャーの内容をご紹介したいと思います。労働

法学会に登壇される先生方については別の準備会合でお話ししていることなので、途中

からご入室いただいてもという案内を差し上げていたところですけれども、繰り返して

お聞きいただくのももちろん結構ですので、とりあえず始めさせていただきたいと思い

ます。PowerPointの資料も作っておりまして、そちらは先ほどメーリングリストに配信

をさせていただきましたけれども、今プリンターの調子がおかしくて印刷ができないも

のですから、読み上げ原稿を映してお話を差し上げたいと思います。大体こちらのお話

は 35分程度、その後、個人事業者等向けの安全衛生対策に関するお話を 5分程度でさせ

ていただきたいと思っています。それでは始めます。 
労働安全衛生というのは、職域における生命・心身・財産のリスク管理に他なりませ

ん。絶対安全はなく、許されたリスクはあります。他方で過労・ストレスなど、社会認

識の変化によっても対応すべき新たなリスク（？）が生まれます。労働安全衛生法とい

うのはそうしたリスクの管理を目的として、労使その他関係者の行動と心理への働きか

けを本質とする法です。労働法ですけれども、環境法などに近く、経営法、経済産業法

的な側面も持ちます。労災防止などの量的な成果を求められるため、学際と現場観察が

重要な意味を持ちます。特定の対象に対する具体的な規制、すなわち仕様基準との関係

では、常に規制外のリスクが生じ得ます。予防のためには曖昧で柔軟な基準設定が求め

られますけれども、予防だからこそ構成要件を明確化する必要もあるという構造的な矛

盾をはらんでいます。 
ここで、この報告のキーワードについて申し述べます。リスク創出者管理責任負担原

則。これは職域のリスクに関する情報や管理権限を持つ者を含めて、リスクを創り出す

者こそがそれを管理する責任を負うという原則です。基は UK の安衛法（HSWA）です

けれども、2011 年に制定されたオーストラリアの安全衛生法では、より明確な形で示さ

れています。ただし執行上デジタルプラットフォーマーらの強力な抵抗をオーストラリ

アでは受けています。 
それから、仕様基準と性能基準という用語ですが、仕様基準というのは例えば「事業

者は労働者のストレスを職業性ストレス簡易調査票で測定し、常時○○点以内に維持せよ」

のように、結果と手段を具体的に規制する基準です。性能基準というのは「事業者は、

労働者が業務上うつ病にかからないようにせよ」のように、目標は定めるけれども達成

手段は規制相手に委ねる手法です。 
次に、法を巡る事情について申し述べます。1972 年の安衛法典の制定以後、重大災害、

特に死亡災害は大きく減少しました。日本の労災発生率の低さは国際的に上位にあると

考えられます。しかし法定定期健診での有所見率は一貫して上昇している他、3 次産業

での災害などが増加しています。年齢階層別では、高齢者の災害、転倒、つまずき、墜

落等、類型別では機械・設備そのものより不安全行動による災害、いわゆる行動災害が

増加しています。対象と対応策を個別具体的に定めた特別規則の規制対象となる化学物

質は、実際に取り扱われている化学物質のうちごくわずかですので、その規制対象外の

化学物質への暴露による被害、最近では胆管がん、ぼうこうがんなどが散発する状況は

以前から変わっていません。また、自殺者のうち被雇用者・勤め人は 7,000 人近く、職

場で強い不安、ストレス、悩みを感じる労働者も高止まりしています。 
もっとも、こうしたデータも規制の目的や対象の変化の影響を受けます。安全衛生規

制の主な目的が物理的リスクから心身の健康リスクへの対応、最近は働き方・生き方の

改善および保護対象も労働関係から雇用類似、ひいては危険場所に出入りする者一般な

どに及ぼうとしている結果、補足されるデータもそれに応じたものに変化してきており

ます。 
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こうした変化の背景には、いくつかのマクロ的変化があると考えられます。安衛法制

定時と現在では、産業構造、雇用・就労形態共に大きく変化しており、近年では第 4 次

産業革命とも称されるデータ価値の創造が重要性を持つ時代に至っています。これによ

り、一定割合では就労者の組織的従属性、時間・場所、業務遂行方法の拘束性は後退し、

相手方に生計を依存することによる、その人のおかげで食わしてもらっているというこ

とでの上下関係とも言える経済的従属性はむしろ強まる。労使の境界は後退すると思わ

れます。ただし、知的、感情的な付加価値の生産・開発能力を持つ者と持たない者とで

二極化が進むでしょう。 
その他ゼロ成長、世界的にトップスピードで進む少子高齢化、個人を尊重する社会思

想、基本的な労働保護規制の整備なども指摘できます。対立構図は、労対使からAI対人

間とか、法規制対人間社会に移行していくのではないでしょうか。より本質的には、法

による関係者の対話・連携の支援が重要になると思われます。他方で中小企業での伝統

的災害、化学物質被害、頻度の高い外国人技能実習生の労災など、適切な最低基準設定

が求められる深刻な積み残し課題もあります。 
安衛法の来し方を振り返ると、いわば産業技術安全の仕様書のような法から、安全衛

生管理体制の根拠法、そして長時間労働の抑制などの社会的労働保護を目的とする産業

保健体制の根拠法ないし手引きへ、あるいはブルーカラー用からホワイトカラー用の法

への変遷をたどったと言えます。 
日本の安衛法は、道路交通法などと同じように、人の生命・身体・財産などを主な保

護法益としてきました。どちらも主に 3E 対策、すなわち規制、技術、教育により安全

行動の秩序形成を図ることで大きな災害防止効果を挙げてきました。安衛法の場合、旧

労基法・安衛則時代は、おおむね技術者が解明した労災の再発防止策をそのまま義務規

定としていました。しかし、十分な災防効果を挙げられなかったために、旧労災防止団

体法ないし現行安衛法が、経営工学などを活用した安全衛生管理の仕組みを取り入れた

ことで労災防止効果が現れました。典型例は、重層的な請負構造下で複数の事業者の労

働者らが就労する現場において、リスク情報の関係者間での共有や安全パトロールなど

による統括的な安全管理を元方事業者に担わせる規制、あるいは経営責任者である事業

者を名宛人として、安全・衛生管理者、作業主任者などの専門知識・技術を持つ者の活

用を義務付けた規定です。すなわち安全衛生経営法とも言えると思います。 
その後、有害性や有効な対策がよく分からなかったり、個別性が求められる衛生・健

康問題に焦点が当たると、作業環境測定法、長時間労働面接制度、ストレスチェック制

度のように、専門家の活用を重視する法制度の整備が進みました。近年は、がん患者ら

の治療と就労の両立支援や副業・兼業・フリーランスの健康促進策のように、リスク対

策とも必ずしも言えないような政策が進められるようになっています。これは技術的法

制度が社会的法制度に変質してきたということだと思います。 
こうした法制度の展開を通じて、技術的な再発防止策を強制規範化した基準の整備や、

安全衛生技術の開発や、社会的労働保護への進出は進みましたけれども、建設物の設計

者・発注者、運送の荷主、機械や化学物質の製造者など、リスク創出者の管理責任負担

原則とか、経営者の安全衛生に関する意識や知識の向上、未解明のリスク対応などの積

み残し課題も多くあります。そうした課題の集積とも言えるのが、化学物質対策でしょ

う。 
もっとも、法制度の対象とありようが変化しても、達すべき目的と、構築すべき体制

と、方法論をどうするかの明示の重要性は変わっていません。特に不確実性、つまり原

因と対策がよく分からないという性格が強くて、個々人の自己決定との調整が求められ

る健康対策では、その方法論や体制をガイドラインなどのソフト・ローにして、事業場

の実情に応じた方法論を許すという方策が求められ、現に講じられています。 
次に規制の特徴です。予防の成果を求められる安衛法は、規制技術の工夫の産物です。

後述する日英の比較法社会学的調査の結果などからも事業者のみならず労働者らの安全
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衛生に影響を与える者を広く取り込む管理体制の構築が、労災防止効果をもたらした経

過がうかがわれます。 
安衛法はおおむね、特定の目的の実現を直接的に図る本来規定と、その履行の支援を

する補助的な規定から構成されています。例えば、履行確保は本来的には刑事罰で図ら

れていますけれども、補助的に災害調査とか立ち入り、検査、検収、危険がうかがわれ

る場合の措置命令、事業停止命令などの行政措置が定められています。法定の安全衛生

研究機関に立ち入り調査権限が付与されていることに代表されるように、綿密さ、柔軟

性、専門性がメリットですけれども、そのような調査権限はほとんど行使されていない

など、これは災害調査のときに限定されていますけれどもほとんど行使されていないな

ど、硬直的な運用になびきやすいという問題があります。 
定めぶりの本来は、特定の対象に係る具体的な安全確保措置の罰則付きの義務付けで

すけれども、補助として罰則なしの義務、ガイドラインや予算措置の根拠となる努力義

務、体制整備義務、もろもろの管理者、専門家の選任とか、安全衛生委員会の設置を求

めるような義務です。それから手続きの履践義務、例えば行政による製造許可の獲得や、

行政への諸種の情報の届出、健診・ストレスチェック等の検査や、その後の医師による

面接指導の実施などの手続きを進めなさいというそういう規定があります。 
法の現場執行者の本来は監督官ですけれども、補助として立ち入り、質問、検査、検

収などの行政権限を持つ専門家、立ち入り調査権限を持つ研究機関に関する定めなどを

置いています。 
名宛人の多様性は安衛法の特徴の一つです。本来は事業者ですけれども、補助として

労働者、安全・衛生管理者などの資格者、元方事業者、発注者や注文者、製造輸入業者、

譲渡提供者、リース業者などが名宛人とされています。このうち、発注者以下はおおむ

ね建築物、化学物質、機械などの危険源の源流での本質的安全を図るために、製造流通

業者に安全な製品の提供やリスクに関する情報提供などを図らせようとしたものであり

ます。労働者等が取り扱う機械器具の検査、危険作業従事者への教育、資格試験などを

担う機関への行政の管理を図るために、彼らを名宛人とした規制も多くあります。 
これらは、事業者に自ら使用する労働者を守らせるだけでは、実効的に安全衛生を確

保できないことを前提として、リスクに関する情報や支配管理権限を持つ者などに情報

提供や必要な保護措置などの履行を義務付けたということであり、労災を防ぎやすいの

は誰かという視点に立っています。名宛人の危険・報償責任とか保護責任などでも説明

できるでしょうけれども、本質的には安衛法の立法趣旨によると解されます。 
保護対象も労働者に限られません。今、笹江さんに調べてもらっていますけれども、

本来は労働者だけれども、元より公害防止とか公益に配慮した規定、例えば工場から汚

染物をそのまま出すなという趣旨の規定もありますし、建設アスベスト訴訟の神奈川訴

訟の最判が述べたように、作業環境整備や物の安全の確保を図る規定は、それに関わる

者全ての保護を図っているとも解されます。笹江さんの調査、中間の結果でも、安衛則

の条文の中で、保護対象を労働者と定めたものはおおむねその行為災害防止を図ってい

て、何も保護対象を書いていないものというのは物のリスク対策が中心になっていると

いうお話がありました。 
安衛法の前身とも言える鉱山保安法では、一人親方どころか鉱業現場の保全を義務付

けていて、保護法益は当該鉱業の持続性とも解し得ます。安衛法の兄弟法ともいえる船

員法では、船員と船舶の一体性が重視されていて、沈没すれば雇用契約が自動終了する

けれども、なお人命・船舶などの救助に従事すべきことや、船内作業による危険防止等

に関わる定めの順守などが船員に義務付けられています。 
なお、UK の安全衛生法典は、その土台を築いたローベンス報告の提言を受けて、雇

用者の事業の影響を受ける者全てを保護対象とし、自営業者や施設管理者も名宛人に含

むなど、リスク創出者にあまねく管理責任を負わせる方針を明記しています。国が責任

をもって安全衛生を進めていくべきという ILO の労働安全衛生条約の考え方は、むしろ
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日本でよく踏襲されていて、死傷病報告や行政による災害調査、新規化学物質の有害性

調査結果の届け出などを通じて、行政にリスク関連情報が集約されるようになっていま

す。また、国が労働安全衛生総合研究所やバイオアッセイセンターなどの研究機関を管

理して、危険源や再発防止策を専門的に解明して、危害防止基準などの策定に反映され

ています。むしろ問題は、UK などに比べて、総じて労使の安全衛生への重要性認識が

いまいちという点にあります。 
安衛法は不測のリスクにもできる限り対応するために、措置義務を前提として危険の

「おそれ」がある場合などの不確定法概念を多用しています。法の委任を受けた規則で

も同じです。原俊之講師の調査では、「おそれ」という文言の使用箇所は、安衛法では

目次を除いて計 18 カ所、安衛則では計 310 カ所などとなっております。 
先に述べたとおり、安衛法は使用者とは異なる事業者という概念を設定して、違反行

為者との両罰規定を設けると共に、事業の実質的な統括管理者に安全衛生管理者を指揮

して、安全衛生の確保を図らせたり、重層的請け負い関係にある事業者の労働者が混在

して働く工事現場の元方事業者に、その現場の統括管理責任を課したり、小規模な建設

現場を管轄するゼネコンの支店などに関係請負人の安全の統括管理責任を課すなど、既

存の管理の秩序を法制度に取り込んでいます。要するに、もともとうまくいっていた方

法を法制度に取り込んだということです。 
両罰規定が適用される場合、事業者の責任が厳格に問われます。例えば、保護具の着

用のように使用者には着けさせることを義務付け、労働者には着けることを義務付けて

いるというような場合に、使用者の管理範囲内で労働者が着用を怠ったとしても、使用

者は大して悪くなくても、事業者が自身に直接義務付けられた措置以上のかなりの措置

を講じていなかったら処罰され得るということで、かなり結果責任に近いような定めが

あるということです。 
危険の要因。有効な対応策が未解明、ないし個別性・背景依存性が強い。あるいは安

全衛生の枠を超える総合的対応が求められる衛生や健康上の課題へ対応では特に、法の

手続き要件化とか、ソフト・ロー化の傾向が見られます。事業者には専門家を選任して、

一定の検査・調査を行わせ、その結果に基づいて関係者の協議を経て、つまりサイエン

スと合意の両方を経て必要な措置を講じさせるとか、また法律では目標等望ましい措置

を盛り込む努力義務を定めて、その履行を支援するガイドラインに対応のベストプラク

ティスを書き連ねるような規制形式です。これは、裁判所が受け身的な姿勢を取る民事

訴訟での個別事情などを踏まえた活用、参酌とともに、当事者に事件化ないし訴訟に値

するものだけを選別させるということも企図していると解されます。 
また、旧安衛則時代から、例えばボイラー室の出入口は 2 つ以上設けよとしながら、

避難に支障がなければ例外を認める定めなど、作為・不作為を特定する仕様基準ではな

くて、達成目的を定めて方法は各事業所に委ねる性能基準が採用されてきました。ただ

し、おおむね当時は行政の許可を要件とする形式でした。現在、化学物質管理について、

従来の特別規則に代わり、これを大幅に取り入れる方向性が模索されていますけれども、

私の提言も踏まえて仕様基準から逸脱するのならば専門家のお墨付きを得なさいという

ような形で、専門家へのニーズの喚起が図られています。化学物質管理は有害性が未解

明なものが多いなどの情報の制約の他、対応技術、現場での実行可能性の制約、それか

ら産業利益・消費者利益との調整など、もろもろの調整の必要性があり、安衛法上の課

題が集約しています。安衛法は従来から 3 次元にわたる多角的な対策を図ってきました、

縦は製造流通業者などのサプライチェーンの上流に川下に向けてリスク情報の共有を図

らせる施策であり、横は国連の GHS などの国際的な情報、仕組みを吸収する施策であ

り、高さは個々の作業場での暴露測定などによる的確なリスク評価と管理の促進策です。

しかし、いずれも未完成です。 
規制目的を踏まえた柔軟な法解釈も安衛法の特徴の一つです。法目的を踏まえて、司

法も裁判所も安衛法を柔軟に解釈することがありました。例えば、旧労基法の時代の事
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案に係る河村産業所事件では、使用者を名宛人とする当時の危害防止規定を元請けの現

場監督者に適用し、その刑事責任を認めました。すなわち、元請けの現場監督者が造成

中の建物の支保工の安定性確保を図る旧安衛則の規定に違反をした状態で、多数の社外

工などを指揮してコンクリートの打設工事をさせていたら、支保工がやはり崩れて屋根

が落ちて、多数が重軽傷を負い、業者から供給されていた社外工 1 名が落下・窒息して

死亡をしたという事案で、当該、現場監督者が業務上過失致死傷罪とともに、旧安衛則

の親法である労基法違反で起訴されたという事案で、同人が旧労基法第 10 条が定める

「使用者」に当たるかどうかということが争われたんですけれども、判決は、当該使用

者の概念は安全衛生の場面では賃金支払いなどの場面よりも広く解釈をされるべきで、

そうしないと安全を担保する能力のある者を免責させることになるなどと述べて、被災

者との間に実質的な指揮監督関係があればそれに該当すると述べています。 
もっとも、こうした当時の裁判所の柔軟な解釈は、現行法が事業者以外の誰にどのよ

うな場面で措置義務を課すかを具体的にかなり書いたので、それでかえって制約された

とも解し得ます。綿密なルール作りをしたがために、柔軟な解釈が難しくなってしまっ

たのではないかということです。 
次に、比較法社会学的調査の結果です。私は 2019 年に日本、2020 年に日本よりも死

亡災害の発生件数率が低くて、日本と同様に統一的な安全衛生法典を持つ UK で、同様

な質問項目による安全衛生に関する社会調査を行いました。その結果、以下の事柄が判

明しました。 
まず、UK と似ている点としては、安衛法典が労災を減らした要素としてまず安全衛

生管理体制を整備した。つまり法律が経営のやり方に口を挟んだということです。それ

から 2 番目に、事業者、雇用者責任を強化したことです。3 番目に、危害防止基準の整

備とする回答が多かった他、安全衛生に関する意識が高い経営者の多くは、労災によっ

て心が痛むと。あるいは従業員の帰属意識の低下を気にしている傾向、これは日英共に

似ていました。他方、UK との相違点として、安全衛生法典が労災を減らした要素とし

て、サプライチェーンの上流への規制を挙げる回答がイギリスでは多かった。それから

日本では重大な労災体験が安全衛生を重視する主要な理由でしたが、UK ではそういう

経験をしていなくても痛い目に遭っていなくても重視していたということ。それから回

答者に経営トップ層が UK では多くて、担当役員などを選任している事業が多かったな

ど、経営層がかなり安全衛生を重視しているということ。それから、安全衛生の専門家

の意見を尊重する傾向がうかがわれたこと。それから、安全衛生監督の高い専門性と、

労使による信頼がうかがわれたこと。UK の場合は、経営者が監督官に来てほしいと言

っていたのが印象的です。 
それから、産業医制度の必要性が UK の場合はあまり認識されていなくて、むしろプ

ライマリーケアを行う GP ヘの信頼が強かったと。逆に、医師免許を持たなくても衛

生・健康の専門家への尊重がうかがわれたというようなことが挙げられます。 
次に、履行確保における安全配慮義務法理の活用について述べます。 
先に述べたように、安衛法が健康問題を積極的に扱うようになり、事案の個別性が重

要になると、それを考慮しやすい民事司法による履行確保がより強く期待されるように

なっています。もとより安衛法の直接的な民事的効力を認めるには功罪あり、民事上の

過失責任法理の側で参酌するのが UK などの動向でありまして、現に妥当性を確保しや

すいと言えます。日本では契約法上の安全配慮義務が一般的な予見可能性とかなすべき

措置の内容の確定に際して、安衛法の影響も受けながら、それが及ばないところもカバ

ーしてきました。特別な社会的接触関係があれば負う義務として、契約責任から若干展

開して、不法行為法上の注意義務に近い機能も持っています。 
報告者の判例分析では、この法理は安衛法の定めや趣旨も踏まえて、対象者の安全衛

生を支配管理できる者に課せられた職域のリスク調査に基づくリスク管理義務だと整理

できます。1 次予防、2 次予防、3 次予防、それから 3 ステップアプローチなどの予防理
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論の反映も分析すると見られます。折々の予防理論を踏まえた手続きを尽くすことがこ

の義務の核心と言えましょう。言うまでもなく、専門家の選任を含む管理体制づくりは

リスクアセスメントの重要な要素であり、その趣旨を述べた判例もあります。山形県水

産公社事件や真備学園事件など、こういうものはそういう指摘をして、そのような趣旨

を述べております。 
安衛法の履行確保について、この義務によることで安衛法の規制外ないしはガイドラ

インレベルのリスクを捉えられる一方で、安衛法違反を直ちに過失とせず、個別事情、

背景に応じた活用が可能となります。手続き的な債務ですから、安衛法の手続き的な規

制化にもなじみます。心理社会的リスクのような過重でなければ毒にも薬にもなり得る

ような課題については、特にそうした対応が求められます。つまり、個別性に綿密に対

応できる対応が求められるということです。 
改正の方向性です。以上の整理を踏まえて、若干ながら改正の方向性を展望します。 
まず性能要件化の範囲、罪刑法定主義との相克をどうするかということですけれども、

職域リスクの多様化や複雑化を考えると、性能基準の強化が必要ですけれども、報告者、

私による国内での社会調査では、現行法上の「危険のおそれ」などの曖昧な概念の明確

化を求める現場の声が結構多かったということ。それから、性能基準の強化を支持する

意見と、仕様基準のままでいいという意見が拮抗（きっこう）していたこと。特に中小

企業者に対しては罰則付きの分かりやすい規制でないと守ってもらえないということ。

それから、司法に係る罪刑法定主義の要請などから、性能基準化の範囲と方法などを検

討する必要があります。私は化学物質管理に関する REACH（EU 化学品規制）の原則

も参考に、もし原則を逸脱するのであれば安全衛生の立証責任は事業者らに課す方向性

を構想しています。つまり、法は達すべき目的や基本的な体制などを定めて、必ずしも

法の委任を受けない実施省令などで望ましい仕様基準を設定して、もしそれから逸脱す

るというのであれば、行政の専門官の審査を受けたり、しかるべき専門家の裏付けを受

けるなどをもって、事業者らが安全だと立証する責任を負うような方策であります。適

用範囲の重点は、健康管理や化学物質対策になると思われ、既に報告者の私の提言もあ

り、厚労省の検討会報告書には盛り込んでいただいています。 
それから、規制課題の行方です。安全衛生政策が産業保健に触手を伸ばした結果、メ

ンタルヘルス不調者の職場復帰支援や難病治療と就労の両立支援などを扱うようになり、

労働基準一般の他、障害者雇用、キャリア形成支援、地域医療の他、働き方や生き方に

関するさまざまな政策課題とバッティングすることになりました。従来の安全衛生とは

異質なため、労基署も十分に対応できていません。例えば、パワハラに関する相談の多

くは、労働 ADR や産保センターにリファーされています。こうした課題には、労働法

などの知見に基づいて学際的、予防的に対応する必要があり、私は次のような産業保健

者による不調者への対応モデルを打ち出しています。すなわち、急速な少子高齢化や、

個人の尊重意識の高まりを背景に、安全衛生政策というのは労使や職業病などの業務上

のリスク対策からメンタルヘルス対策などの作業関連疾患対策、ついにはがんなどの難

治性疾患者の就労継続支援まで政策が展開し、民事司法も健康配慮義務、解雇回避努力

義務、障害者就労支援の法理の展開などを通じて、疾病障害者への救済姿勢を強化して

います。特に精神障害者への不利益措置に際して、治療の勧奨、経過観察、適正配置の

努力などの手続きを求めるようになっています。 
他方で、民間であれば就業規則など、それから公務員ならば公務員法など、ひも付く

勤務規定などに基づく休職、解雇、免職などのけじめも可能、かつ求められています。

例えば、みなす公務員の長期間の能力の低活用が違法なパワハラに当たるとともに、国

民への税金の無駄遣いという意味で背信行為だとした例として、兵庫教育大学事件など

が挙げられます。その切り分け、就業判定の主体を担うのが産業保健者であり、職場に

不調者が生じれば主治医と連絡して疾病性とともに事例性、疾病が招いている現実の問

題を調査して、本人の職務および職場の関係者への適用を支援すると。産業保健者は事
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業者の履行補助者ないし代行者なので、その働き掛けが事業者の救済努力となって、そ

れを尽くしてなお改善しなければけじめが可能、かつ求められるということになります。

この「太陽と北風」とも言うべき対処に、対象者の認知の偏りが強い場合ほど落差を付

けることが望まれます。 
今後の安衛法は、労働者の休復職過程で事業者が尽くすべき手続き的要素の労働契約

法での法定を含めて、労使や医療、リハビリ機関、家族らの関係者を資源と見なして、

産業保健に役立てる視点を強化する必要があると解されます。 
それから雇用類似の保護です。既に述べた建設アスベスト訴訟最判を契機として、フ

リーランス、一人親方などの雇用類似などへの保護の在り方が問われています。行政は

法第 22 条と関係する 11 の省令改正をしました。詳細な検討は、北岡報告に委ねますけ

れども、取るべき基本的視座と、主な論点だけを列挙しますと、取るべき基本的視座と

しては、やはりリスク創出者管理責任負担原則が挙げられます。リスク創出者には、業

務に関するリスク情報を持ち管理できる者も含まれます。この原則から、労働安全衛生

ではそれを実施しやすい立場にあるものが実施すべきという要請が働きます。すなわち、

人の生命、身体、財産などの重要な法益に関わることを前提として、危険報償責任、就

労条件の支配管理、それから、密接な社会的接触関係、場合によっては民事、刑事上の

保護義務などを根拠としてこの原則の実現が求められます。報告者の私は、労働者概念

の一般的な拡張適用には賛成しませんけれども、安全衛生法はある者がその事業を通じ

たリスク創出者である限り、雇用類似を含めて、それにより被災する者の保護をリスク

の調査と管理によって講じるよう求めていると解します。 
もっとも、準労働法である家内労働法が、委託者が生み出すリスクを委託者に管理さ

せようとした点や、委託者と受託者の双方に安全衛生上必要な措置を義務付けた点など、

要するにどちらも頑張らなければいけないということや、経済法である中小企業等協同

組合法が、組合の取引相手などに組合等の誠実交渉義務を課している点などは、区々多

様なリスクへの対応上有意義であり、広義な安衛法と解して解釈適用をすべきではない

かと解しています。 
検討すべき安衛法の論点としては、そもそも安衛法上の労働者の定義、事業者の定義、

それから安衛法の目的、労災の定義をはじめとして、事業者を名宛人、労働者を保護対

象とする諸規定の修正の要否などが挙げられます。この際、M 製作所事件のように、適

用法条が労働者を守るための規定だということを理由に、社外工を保護する措置が不十

分でも現場監督者や元請けが刑事免責されるといった判例もあるので、修正されれば影

響は大きいと思います。 
他方で、製造流通規制についても、労働者以外の保護を明確化するならば、例えば検

査の趣旨などを再検討する必要が生じ得ます。例えば、検査で見過ごされた機械の製造

上の欠陥から生じた周辺住民への迷惑により廃業に追い込まれたとして、事業者が国を

問責した。つまり、検査をきちんと行ってくれなかったら俺がひどい目に遭ったのだと

いうことで、国相手に訴訟をしたのが、富士ブロイラー事件ですけれども、この事件は

当然のように請求棄却されたのですが、その理由の一つとして、安衛法上の検査精度と

いうのは、労働安全衛生行政の実施を目的としている。つまり、主に労働者を守るため

だということで、国に製品安全の保証を図らせようとしたものではないのだということ

を言っていたわけです。これらが、とりあえず労働法学会用の原稿の読み上げでした。 
それからもう少し、雇用類似や個人事業主向けの安全衛生対策をどうするのかという

点について、申し述べて終わりたいと思います。 
まず、いろいろと調べて分かったことを簡潔にまとめたのが最初です。日本の労働関

係法というのは、他国に比べると一般的にソフト・ローです。したがって、従属的な自

営業者に関する法制度というのも不十分と言えば不十分だと思います。しかし、独自の

趣旨を持つさまざまな法律が新しい課題の回りに包囲するようにあり、社会学的な力学

とともに事業者の行動を監視しているというスタイルだと思います。ここでいう力学と
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いうのは、就労者や消費者の事業者への信頼や、評判などを含むということです。多面

性と柔軟性という意味では、国際的に一定の参照価値を持つように思われます。今よく

やりとりをしている海外の学者から、うちの国ではもっとラジカルな規制を設けている

のに、日本はそんなに遅れているのかと私は上から怒られました。いや、そういうこと

ではないのですと。やはり、文化の違いがあるのだということを反論しているところで

す。 
今の話を展開しますと、日本の主要な個別的な労働保護法の適用範囲（scope）は、従

属的自営業者を適切にカバーできていないと。いくら柔軟な解釈をしようといっても限

界があるというのは事実です。その中で集団的な労使関係法、労働組合法ならば、範囲

が割と広いから適用範囲に入る可能性があるにはあります。適用されれば使用者への団

体交渉の強制により、安全衛生につて協議ができると言えばできます。しかし、組合の

体たらくはご案内のとおりであり、あまり期待できないなということです。 
安衛法には一部にリスク創出者管理責任負担原則を反映した規定が一応あるし、それ

から司法の解釈と法改正で徐々に適用範囲が拡大されているけれども、全ての従属的自

営業者のカバーはとても無理だという状況です。 
内職者（家内制手工業者）用の家内労働法は、仕事の委託者と受託者、内職者の双方

に種々の安全衛生措置を課しています。ただ、昔作った法律なので、適用業務が非常に

限られています。ただ、要するに雇用責任逃れということではびこった状況に対応しよ

うという狙いは共通しているので、この法律を改正すれば適応する可能性があると思わ

れます。 
他方で、民事上の安全配慮義務は、かなりの程度リスク創出者管理責任負担原則を具

体化しています。その意味で、従属的自営業者などへの適用可能性が最も高いと思われ

ます。しかし、今やりとりをしているオーストラリアナショナル大学のリチャードも

「日本で注目すべきとすれば、この義務ぐらいだよね」と言われて「いや、そうでもな

いんだよ」と言っているのですが、確かにこれが活用可能性が一番高いかなというのは

現状そうでしょう。しかし、発注者などの業務管理者と従属的な自営業者の間に、勤務

条件を設定したり、支配管理可能性があったり、少なくとも事実上の指揮命令関係があ

るなどの条件がないとこれも使えません。つまり、労災の発生を予見でき、管理できる

関係がないと使えないということだと思います。 
経済法では、中小企業等協同組合法が個人事業主の連帯や取引先との法的根拠を提供

していますけれども、拘束力はないですし、ほとんど活用されていません。もともと経

済法のほうは他に使えそうな下請法や独禁法など、趣旨はとても立派なのですが、適用

は非常に資本主義社会だということをおもんぱかって慎重なので、なかなかギグワーク

や、従属的自営業者に使うというのは難しいだろうという感じがします。 
このように、直接的な規制は乏しいけれども、仮に重大な脱法的な問題が生じれば行

政が適用可能な法規を探索したり、裁判所が関係法令の趣旨を柔軟にくんで安全配慮義

務などを柔軟に解釈して救済を図り、その後、立法結び付くと。国会さんは何をやって

いたんですかという形で、司法判断が先行して立法に結び付くというようなパターンだ

と思います。 
そういう前提で、今後の立法で発注者などの業務管理者らに課すべき措置を考えると、

まずやはり安全衛生なので、リスク調査をして調査結果を従属的な自営業者らにも提供

をするという情報の共有です。それから、集団的交渉に誠実に対応させる、またその集

団的交渉の枠組みを作るということ。国が行うべき措置は、従属的自営業に伴う一般的

なリスクと、良好な対応策の調査と情報提供などが基本となるでしょう。 
それから心身の健康問題については、枠組みとしては、中小企業等協同組合法で保護

された事業協同組合などがありますので、ああいうもので集団的に産業医を選任して、

産業医が必要だと認めたら委託者らに対してこういうふうにやってあげてよというふう

に就労条件の改善を働き掛けるような制度横断的なスキームというのを多分求められて
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くるのだろうと思います。なお、ギグワークについて言うと、産業衛生学の分野でそれ

に伴うリスクというのがいろいろと指摘されていて、アルゴリズム管理が大きいという

指摘、よって COVID-19 下でも無理やり働かなくてはいけないという指摘が出てきてい

るということです。 
建設の一人親方などについて一応立法措置もあり、それからいろいろとリスクも指摘

はされているわけですが、独立自営業者というのは「けがと弁当は手前持ち」と批判さ

れましたが、確かに自業自得という面はあります。ただ、情報と権限がない中で労災に

遭うというのは確かにかわいそうだから、どこまで救うかというのは薄く規制をかけて

いくことが重要だと思っていますが、今後の立法はもとより、安全配慮義務の解釈や、

ステークホルダー内での義務手交渉などでこうした産業衛生学などの知見を活用してい

くことが望ましいと思われます。 
それから、直接の指揮命令関係がないものがどこまで法的義務、法的な保護の責任を

負うかについては、法第 29条が結構踏み込んだことを書いているということと、それか

ら派遣法の中でも安全衛生の責任をかなり派遣先に課しているということと、安衛則の

中でもかなり直接契約関係がない中で、これをやれ、あれをやれと具体的に自分でやれ

というふうに書いているものがありますので、そういうものを参考にすることが重要だ

ろうと思います。 
さて、先ほど来申し上げているオーストラリアの労働安全衛生法です。これは2011年

にできたものでした。笹井さんには飲み会で 2004 年と言ってしまったのですが間違い

で、2011 年にできたものです。今やりとりをしているリチャードが、かなりこれの制定

に活躍したという経過があるようです。その 19条というのが非常に特徴的で、オースト

ラリアの Work Health and Safety Act もイギリスの法制の影響をかなり強く受けていま

すが、専門委員会の検討を経て UK よりもはるかにラジカルな法制度を作ったという経

過があります。まず、名宛人が使用者（Employer）ではなく、事業を営む者、PCBU
と略される非常に幅広い定義をしています。この人たちが合理的に可能な限りその利益

のため、その事業のために活動をする全ての就労者、これも Employee ではなく、ワー

カーの安全衛生を全部確保しなさいというふうに非常に幅広い定め方をしています。こ

こで、この「合理的可能な限り」については条文に定義があり、これはリスクの大きさ

やリスクの軽減策について PCBU が認識すべきかや、現にリスク軽減策が取れるのかや、

軽減策のコスパなどを参考に合理的に可能かどうかを考えるというふうに説明されてい

ます。このようなラジカルな法律を作った背景として、現代のビジネスモデルのスピー

ディーな変化に際して、いちいち法改正をするのは面倒くさいでしょうというのがあっ

たそうです。日本でこの理由でこのような規制ができるとは到底思えないのですが、オ

ーストラリアではこれで通ってしまったということです。 
ここで、事業を営む者には、先ほどから申し上げているとおり、事業活動を営む者ほ

とんど全部のような定義なので、フランチャイズや元請け、サプライチェーンの川上の

販売者などが広く含まれます。下請けをする自営業者においては、PCBU とワーカーを

兼ねる可能性があるということも書かれています。ワーカーの側は、これは立場を問わ

ず PCBU のために仕事をする者が広く該当するということなので、請負人や請負人の被

用者など、いわゆる社外工、こういう者も含まれるということになります。 
それから、就労者というのは特定の PCBU のために仕事をする人である必要はなく、

不特定の、要するにどの PCBU の仕事を自分が行っているのかよく分からないという状

況でも構わないとされています。したがって、サプライチェーンの川下のほうで働く人

も該当するということになります。 
ただ、クラウドワーカーにとってのデジタルプラットフォーマーのように、単に間に

入っている媒体者に過ぎないという人に安全衛生責任を課せるかという点については、

オーストラリアでも議論があるらしく、リチャードによると関係者間の取り決めがどう

なっているのかや、当該プラットフォーマーと就労者の間に、どのような実際の関係が
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あるのかによって責任を負うかどうかが決まってくるというふうに言われています。そ

れでは具体的に PCBU は何をすべきなのかという点については、これも大原則としては

やはり一般的なリスク管理措置を取るべきだと。アセスメントと結果に基づく対応措置

を取るべきだと。だから、あらかじめ決まっているわけではなく、調べた結果に応じて

おのずとやるべきことが決まってくるでしょうという、日本の 28条の 2の考え方が義務

付けられているということです。 
さらに各事業の性質に応じて分類がされていて、職場、設備、工場の管理、工場、有

害物など、これに応じて条文が立てられていて、それぞれの特徴に応じてやるべきアセ

スメント等の内容が特定されています。もう少し具体的に書いてあるということです。

そして、就労者のほうにも一定の義務が課されています。もっと言うと、就労者自身だ

けではなく、ワークプレースに出入りをする他社も、自身の安全衛生をまず自分でなん

とかしなさいということと、自分の行為によって人に迷惑をかけないということと、そ

れから、PCBU によって合理的指示をされたら守りなさいという、これは日本もそうで

す。それから、PCBU が実施する合理的な安全衛生施策、手順と協働しなさいと、こう

オペレートしなさいということを義務付けられています。 
この際、適用対象のワークプレースというのは、事業が行われ、就労者が業務上訪れ

るか、訪れる可能性がある場所全てを意味するということなので、日本で言う 1 の場所

より広いと思います。この場所には、さまざまな乗り物、水中、陸上施設、液体内の浮

遊物などが含まれるということになってきます。日本では、安衛法も事務所則も、例え

ばどちらも家庭には及ばないはずなのですが、このオーストラリアの定義だと及んでく

ると思います。 
それから、ワーカーが連帯してワークグループというのを作ることになっていて、こ

れに労働組合と同様の権限を与えて集団的交渉をやりやすくしています。なおかつ、

PCBU が活動費用を払ったりという定めもあるということです。そのようにしてワーク

グループがPCBUをスポンサーとして構成されて、安全衛生代表（HSR）を選出して口

げんかをするということになっています。この関係する PCBU 間の連携や協議も義務付

けられていますし、役員などに重要な安全衛生管理責任も負わせています。だから、権

限のある役員などが安全衛生の仕事をきちんとやらなければ、個人として責任を負わせ

るということになっていますし、安全衛生監督官に広い権限を与えています。それから、

ワークグループとは別に労働組合が存在し、その労働組合が選任して行政が認証した安

全衛生担当というのがいて、これは強制的な事業場等へのワークプレースへの立ち入り

調査権限を持っているということになっています。また、罰金も非常に高額だというこ

とで、とてもラジカルな、日本では到底できるとは思えない法律ができているわけです。 
それでは機能しているのかというと、これほどある意味高度な規制を設けてなお、例

えばギグワークに関するプラットフォーマーからちまちまとテクニカルな抵抗がなされ

ているということ、それから、監督行政機関が非常に複雑な構造を作ったギグワークの

プラットフォーマーなどに対してはなかなか手を出せないということ。特にアルゴリズ

ム管理そのものに手を出すようなことをやろうとすると二の足を踏んでしまうというか、

それは労働行政ではないよねというような感じになってしまい消極姿勢が目立つといっ

た問題が起こっているので、リチャードに対しては、そもそも三者構成で政策を決めて

いるはずなのに、なぜこのようなラジカルな規制ができるのかという質問と、そういう

ものを作ったのはいいとして実際にワークしているのですか。もしワークをしていない

のだとすれば、それはルールとして成功なのですかと。日本の規制というのは少し甘く

見えるかもしれないけれども、作った以上はきちんと守らせるということを考えている

ので、そこは分かってくださいと。レベルが低い高いという問題ではないのです。プラ

イドがあるのは分かりますけれどもと。それからただ、やはりこういうラジカルな規制

というのは ILOなどはまねをしやすいので、リチャードは ILOでかなり仕事をしている

し、こういう規制を国際標準にしようと思って動いてきてかなりペーパーも出ていると
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いう状況にはあるので、日本は日本で頑張りたいなと思っているところです。長くなり

ましたが以上です。 
それではどなたでも何かお言葉をいただけるようでしたら、ご質問なりご感想なり、

お願いできますでしょうか。 
森山：すみません。 
三柴：どうぞ、お願いします。 
森山：私からで申し訳ないのですが。オーストラリアのパーソンというのは、やはり個人

というか、自然人という意味なんでしょうか。 
三柴：オーストラリアで言うパーソンですよね。これはお察しのとおり、これは基本は自

然人ですが、法人も含むはずです。 
森山：ありがとうございます。そうすると、これは 1 つの事業に対しては 1 人というか、

1 個が事業を営む者として存在するという考えなのでしょうか。 
三柴：そうではなく、先ほど申し上げたように、いくつかの事業のために仕事をするワー

カーという考え方が前提にされているので、要するに、直接雇用関係があればそこがメ

インだ 
ということは言いやすいんですけれども、安全衛生については、ワーカーの恩恵を受

けている、貢献を受けている PCBU であれば、みんな協働して連絡を取り合い、協力を

して安全衛生の責任を負えという格好になっているのです。 
リチャードに、労災の報告義務はどこが負うのかと聞いたら、結局、労災の報告義務

者は、基本的には雇用者なのだけれども、安全衛生との関係でプリンシパルなところが

いくつかあるのであればその中で相談をしてそれで報告をさせると。だから、全ての

PCBU がばらばらに労基署に災害報告をするということではないという話でした。 
森山：ありがとうございます。 
三柴：多分、日本でも Uber のようにギグワークのようなものがはやってくると、もう少

ししたら立法措置を多分取られるのではないでしょうか。先ほど申し上げたように、具

体的に交通事故の災害補償などそういうところで訴訟が起きて、判決がやや踏み込んだ

ことを言ってそれで立法措置がということに、もう少し時間がたったらなっていくので

はないかと思うのです。やはり国際的に見ると、日本の規制の特徴はよく言えば多面性

と柔軟性なのだけれども、悪く言うと対応の遅さと曖昧さだと思います。やることが遅

いというか、海外のように 2011 年に既にギグワークだろうが何だろうがどんとこいと

いうような規制を作ってしまっているところもあるわけですが、日本はそんなことをや

りませんね。やっとと言うと怒られますが、建設アスベスト訴訟の最判が出て少し射程

が拡大したかな、適用範囲が拡大したかなというぐらいの話で、全然レベルが違います

ね。 
ただ、これは行政とも話したのですが、日本ではここまでは無理だねという感じです。

むしろ行政の安全衛生部としては、少なくとも安全衛生部のキーパーソンに言わせると

既存の労使関係を大事にしたいと。せっかく労働法の体系を労使関係前提で作ってきた

わけだから、そこで蓄積した規制をどのように一人親方などの新しいところに及ばすか

という発想で少しずつ積み上げたいという感じを受けました。 
だから、それでいいのかということです。歴史をたどると、先ほど申し上げたように

旧労基法時代にかなり射程を元請けの監督者、一職員に、民事の使用者責任ではなくて、

安全衛生上の刑事責任まで負わせたという判例があるわけで、それと似たようなものが

他にも幾つかあるわけです。そうすると、昔の規制のほうが、人治主義的に安全衛生の

趣旨目的を考えてうまく使えたとも言えるわけです。綿密なルール形勢により、だんだ

んと射程を絞ってきたという面もあるのではないかと思うのです。昔からもちろん適用

は慎重だったと思いますけれども、規制が曖昧な分だけ柔軟に使うためにも多分あるの

だろうと。 
日本の規制は本当に綿密なので、どういう方向に持っていくのがいいのかなと。やは
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り遅くなり過ぎても本当にかわいそうな人を救えないですね。失敗から学ぶでいいので

しょうか。事件が起きてからでいいという気もするので、そこは安衛法の宿命かもしれ

ませんが、文化によって対応がこうも違うと考えさせられてしまうなという気はします。 
北岡：北岡です。よろしいでしょうか。 
三柴：お願いします。 
北岡：Uber Eats 等に対する安全衛生上の大きな課題として、業務量の調整の問題がおそ

らくあるかと思います。あるいは、先ほどお話があったように、アルゴリズム管理によ

っては非常にリスクの高い際に活動をすることが報酬体系として非常にプラスになって

しまうと。その結果として、非常に危険な作業をどうしても強いてしまうといいましょ

うか、そのような潜行性を持ってしまうとか、そういう課題がおそらく全世界的にこれ

が把握されていますし、オーストラリアもそういう認識があると思うのです。その点に

ついて、何か今のオーストラリアの安全衛生の手法の中で具体的な議論は出てきている

のでしょうか。要は、業務量、質の調整まで踏み込んだような規制というのが今は検討

されてきつつあるのかどうか、その点をお伺いできればと思います。 
三柴：ご存じだと思いますけれども、イギリスは日本でいう最高裁の判例が出て、おっし

ゃるとおりアルゴリズムの管理もあるから、非常に拘束性が強いので、ワーカーとして

の法的責任を負えという判決が出たところです。 
オーストラリアの場合は、そういう訴訟例は少なくともリチャードから紹介はありま

せん。リチャードのペーパーにも入っていません。むしろ、このオーストラリアの安衛

法の中で、リスクアセスメント、リスク管理をしろと一般的に書いているから、アルゴ

リズム管理もリスクなのだという理解の下で法の適用はできるはずです。しかし、労働

監督官とすると、商売の中身に踏み込むところにまで口を出せないという現象が起きて

いるということで、立ち止まっているという状況のようです。 
確かに、例えば事業者の立場に立って考えてみたときに、彼らから言わせればこのよ

うに新しい商売を生み出して新しい雇用――彼らに言わせると雇用なわけではないので

すが――新しい働く場所を生み出しているではないですかと。その事業価値の創造をき

ちんと評価してくれと彼らは当然言います。そもそも契約としては、うそでも請け負い

というか委託なのだから、あらゆる請け負い、委託、ないしは無名契約、つまり非労働

契約が、頑張って成果を挙げた人に次の仕事をやるという仕組みがあるわけです。アル

ゴリズム管理は、それをある程度オンラインシステム化、デジタルシステム化しただけ

の話で、なぜそこまで責任を負わされなければいけないのだというふうに当然言います。

だから、日本はそういう相対する利益があった時に規制で間を取ろうとするわけです。 
だけど、国によってはラジカルにぼんと労働者寄りのようなものを作ったりするけれ

ども、ただ、そうすると今度は運用がうまくいかないというのがオーストラリアの例だ

と思います。議論はもちろんあると思うのですが、正直、法の運用上はうまくいってい

ないということだと思います。 
北岡：非常に興味深いのは、ある種の疑似集団法と言いましょうか、このような独立事業、

フリーランサーの方々が、ある種、疑似的に労働組合を作り発注者やプラットフォーマ

ーと交渉できるという、その点が非常にユニークだと思います。その点から、先ほどの

アルゴリズム管理についてかなり事実上交渉が行われているというのが、今のところそ

れは顕在化していないということですか。 
三柴：それはむしろ活発に、そのワークグループが交渉しようとしていると。しかし交渉

の単位決めなどが、すごくテクニカルな問題でプラットフォーマーが逐一文句をつけて

交渉が進んでいないと。だから、事業者側が強烈なあらゆる難癖をつけてあらゆる抵抗

をしているという。だけど、向こうのワークグループはまさにアルゴリズム管理を議論

しようとしていて俎上（そじょう）に載せようとしているという、そういうせめぎ合い

だそうです。 
北岡：なるほど。分かりました。ありがとうございます。 
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鎌田：鎌田ですが、いいですか。 
三柴：はい。お願いします。 
鎌田：今日は労働法学会向けのということで絞っているわけではないと思いますが、これ

は北岡さんについても考えておいてほしいことですが、安全衛生法の対象ということを

考えた場合に、雇用類似の人たちを含むというのは非常に私も賛成で、そういう方向で

このオーストラリアのこういう例も興味深く聞いているんですけれども、おそらく、日

本の労働学会で議論をしたときに、例えば Uber Eats は労働者なので労働者として労災

保険に入るし、労働者として保護されればいいという、それだけの話だという議論が多

分出てくると思うのです。 
具体的に Uber Eats Union は、特別加入についても入るのに頑強に抵抗していますよ

ね。自分たちは労働者なのだから特別加入ではないということをずっと言っているし、

その周りの弁護士さんもそう言っています。それに引きずられて連合もそういうことを

言っています。だから、おそらく労働社会学会で議論をすると、労働者ではないという

ことを前提として類似の人たちをどのように保護するかという話をしているけれども、

そもそもこのような人たちを労働者としてあなたたちは見ているのですか、見ていない

のですかという質問が出てくる可能性があります。普通に使用従属関係の枠組みでいく

と入らないというのは、多分それはそのように主張をする人もそう思っていると思うの

です。だから、先ほど三柴さんが、いわゆる拡張論にはくみしないと言われましたが、

なぜそれが駄目なのですかという意見です。今、具体的に挙げられているのは、例えば

〓ハマムラ〓さんたちなどは労組法上の労働者と同じような位置付けで考えればいいの

ではないかと。だから、つまり事業組織の組み入れがあればいいのだと。あるいは、元

経済的従属性があれば、それでも労働者と見るべきなのだというような考え方も提唱さ

れているので、ここで議論をするつもりはないのだけれども、三柴さんのところか北岡

さんのところで、そもそも方向性が違うのではないですかという議論が出てくる可能性

があります。 
三柴：間違いなく出ると思います。 
鎌田：それを一応考えておいたほうがいいと思います。私などはずっとそれを言っていて、

彼らの私に対する批判は、なぜ使用従属を労働者概念のコアとあなたは見るのですか、

おかしくないですか、という感じです。それはそうとしか考えられないのです。諸外国

を見ても、指揮監督関係を無視して労働者というのはほとんど考えていないわけです。

だけど、広げるという人たちはそこを変えればいいのだということを言っているのです。

それは三柴さんがおっしゃったように、拡張という概念というのは実はあまり展望がな

いと。ただ、推定規定の導入というのはそれはあり得るとは思っているのだけれども、

あくまでもそれは明確化の話で、拡張の話ではありません。でも議論としては出てきま

す。 
それから、このオーストラリアの例というのは、三柴さんは学会のときに話される予

定ですか。 
三柴：時間がないと思うのですが、多分質疑のときに出せると思っています。 
鎌田：非常に興味深いというかすごいなという感じもありますが、方向性としてはよく分

かります。そのときに、安全衛生と労災補償はいわば両輪で、わが国はご存じのように

労基法で労災補償責任を使用者に課して、全額使用者負担で労災保険をやっています。

しかし、オーストラリアは、もしかして労働者も保険料を払っている仕組みなのではな

いですか。違いますか。 
三柴：なるほど。 
鎌田：これは全く知らないので、知っている人は教えてほしいのですが。 
三柴：多分、少なくとも安全衛生法はイギリスの影響を受けているので、連動していると

すると、さすがに労災保険料は払っていないのではないかとは察するのですがあり得る

と思います。 
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鎌田：労働者もですね。 
三柴：はい。 
鎌田：だから、ある種のまさに包括的な、働けなくなった場合の保障というような観点か

ら、そういう保険事故をどうカバーするかという観点から、労働者も含めてリスクの分

散をするという観点から言えば、当然労働者も払っていて、就労喪失のリスクを労働者

も負担をするという考え方でいけば、労働者も保険料を負担するという考え方になるわ

けですね。でも、ご存じのように日本はそのような考え方はしていないわけです。まさ

に使用者の労災補償責任をバックアップするために労災保険ができているから、全額使

用者負担になっているわけです。そうすると、この議論をしたときに、事業を営む者

PCBU が保険料を負担するといった場合に、それはそうかもしれないけれども、一方で

就業者のほうもどのような保険負担をするのですかという議論が質問として出てくる可

能性があります。その辺のところが分からないで聞いていたので気になりました。 
三柴：先ほど言い間違えたのですが、保険料負担は Employer だと思います。きちんと調

べていないのですけれども、多分そうだと思います。そこは分けて考えているのではな

いかと思います。 
鎌田：いわゆる PCBU のところですね。 
三柴：はい。PCBU は、あくまで安全衛生の責任担当のための概念です。 
鎌田：だから、そうすると両輪なのだけれども、この部分ではいわば特別規制的なという

ことですか。 
三柴：そうだと思います。だから、安全衛生規制というのは少し性格が違うのだという分

け方だと思います。だから、必ずしも一体の扱いにしないで、とにかく労災を防げれば

いいじゃないかという、そういうことだと思います。 
鎌田：そうすると、逆に日本ではそれをどう説得できるかということですね。要するに安

全衛生は労災抑止と補償というものがある種リンクしているではないですか。 
三柴：そうですね。そこはイギリスでも議論があり、結局、予防を進めるためにはあまり

補償や賠償と関連付けるとよくないというのもずっと言われてきましたので。 
鎌田：確かに、イギリスはそんな考え方があります。 
三柴：僕も、確かにそれほどぴったりと関連付けなくても、それぞれの趣旨でカバーされ

るものはしていけばいいという考えなのです。 
鎌田：ただ、日本の労災保険を考えると、それは少し違いますね。 
三柴：現場はそうですけれども、日本でもつつくとだいぶずれている点は確かにあります。 
鎌田：それはもちろん、労災保険も社会保険化しているという議論がありますから、それ

は違うのだという議論はあります。 
三柴：通災もそうですし、東日本大震災の後に海岸線から何百メートル以内は補償します

という、あのようなものは予防の話なわけではありませんので。 
鎌田：だけど、そこを昔から言われている社会保険化しているのだということに乗せると、

では労働者も保険料負担ですよね、そこまであなたは認めるのですかという話になりま

すから。 
三柴：私は認めるのです。 
鎌田：そうなのですね。 
三柴：その代わり、生活習慣病や通災など、ある程度カバーを広げなさいというのが私の

考えです。 
鎌田：ありがとうございます。私はそこのところの態度が決定できなくて、皆さんに批判

されているのです。どうしたらいいのだろうと。今、三柴さんが言われたことが、ある

意味で、あなたのような専門家でもそう考えるのかというふうに思いました。 
三柴：山口浩一郎先生には怒られそうですけれども。どこかで労使関係という枠組みの重

要性を何だと思っているのだと言われました。 
鎌田：だけどあなたは、そういうところはすごくイギリスナイズされているのではないで



15 
 

すか。 
三柴：いえ、イギリスを詳しく調べる前からこの発想なのです。 
鎌田：ビバレッジの思想はまさにそれですね。 
三柴：そうですね。 
鎌田：もしかして北岡さんもそうなのですか。ついでに聞いて申し訳ありません。いわゆ

る労災の社会保険化ということにポジティブなのですか。 
北岡：すみません、そこまではまだ検討は至っておりません。今後じっくりと考えたいと

思います。 
鎌田：そうですよね。長々とすみません、私は以上です。 
三柴：ありがとうございます。 
浅田：すみません、浅田ですけれども。1 つ素朴な質問をさせていただければと思います。

2011 年のオーストラリアの労働安全衛生法ですが、就労者にとってみれば、安全と健康

を確保するという観点に立てば、画期的でかつラジカルな内容だと思います。しかし、

使用者をはじめとする PCBU にとってみれば、極めて厳しい義務が課される内容になっ

ていると思われます。そうであれば、こういう法律を制定するためにいわゆる説得力の

ある立法技術が必要になってくるというのと、その立法の過程において、利害関係者で

ある労使の協議の場があったと思います。そこでかなり厳しい議論が交わされたのでは

ないかと思われますが、その辺のところを教えていただければと思います。 
三柴：先ほど申し上げたとおり、まさにそれをリチャードにぶつけたのですが返事がない

のです。先ほど申し上げたように、その立法過程については、一応オーストラリアでは

ビジネスモデルの展開が激しいからいちいち法改正をするよりも先にラジカルなものを

作ってしまえということで口説けたと、リチャードのよこしたペーパーにはそう書いて

ありました。日本ではこの理屈では経営者は絶対に納得しないと思うので、何か大きい

災害があったり、おっしゃるように立法事実としてもう少し説得的なものはなかったの

かというのは、今度産保法学会の 2 回目の大会の基調講演に招いているので、そこで聞

こうと思っています。聞くということは本人にもう予告通告してあるので、それは聞い

てみますけれども、多分確たる答えは返ってこないような気がします。 
浅田：分かりました。 
三柴：おっしゃるとおりで、そこは日本の行政マンもほぼ共通して、なぜこんな法律がで

きたのだというのは疑問に思うところで関心はあるのですが、文化の違いなのでしょう

か。いろいろと考えたのですが、まだ確たる返事が得られていないところですので調べ

てみます。 
浅田：それでは今後よろしくお願いします。 
三柴：はい、こちらこそよろしくお願いします。 
浅田：ありがとうございました。 
三柴：それでは私のお話はこの辺りとさせていただきます。どうもありがとうございまし

た。 
 
三柴：それでは、2 番目の項目だけ少しで済むのでお話をして休憩に入りたいと思います。 

これは毎度差し上げていますけれども大事な話でありまして、報告書の執筆上の留意

点です。いつも申し上げていますように、関係規程に関する項目というのが、ある解説

の対象条文の下位の政省令でもいいのですが、それはそれでこの項目に書いていただき

たいのですが、むしろ他の法規で同じ事象について適用可能性、法条競合などが生じ得

るものを挙げていただきたいということを改めて申し上げます。 
それから、本書の特徴としては、やはり現場のリアルが見えるということが骨の一つ

ですので、学術的にも水準の高いものと考えていますけれども、安衛法はどうしても苦

労して作られている分、ある意味専門外から分かりにくさもあるので、要するにこの条

文はこういう事例で使われるのだということがはっきりするようにしていただきたいと
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いう視点で、判例実例運用実態というのを徹底的に書いていただきたいということです。

既に出ている本の焼き回しのような原稿は避けていただきたいということをくれぐれも

強調させていただきたいと思います。 
このうち、運用実態すなわち適用の実際の項目では、先に共有した行政官、元行政官

向けの調査結果を引用してください。この項目は、基本的に監督行政が条文をどのよう

に運用をしているかという実態を明らかにさせたいということです。たまに履行支援の

ためのガイドラインなどを運用実態のところに書いている方がいらっしゃいますが、そ

れは内容に書くべきことであり、運用の実態というのはあくまで生きた法を示すという

ことですので、監督行政の運用実態と既に共有している情報の内容をピックアップして

いただきたいということです。引用方法はここに書いたとおりです。 
その他、厚労省の監督から出しているものや、裁判例や健康状況調査などのデータも

ありますので、積極活用していただきたいということです。 
それから、技術的な用語や法的な用語についてはベタベタと用語解説を張っていただ

きたいということです。とにかく難解な文章をまた難解に解説しても全然伝わりません

ので、完成度の高い法文だけに分かりやすく解説する通訳が非常に重要になりますから、

それを 
改めて徹底していただきたいということです。 
それと同時にというか結局そういうことなのですが、平易な表現に努めていただきた

いということです。 
それから、技術的な用語の解説について、この研究班の先生方や外部の方に解説を委

託する場合には謝金は出せますので、このようなやりとりで教わったという経過だけは

きちんとペーパーにして担当アシスタントの早川さんに送ってください。謝金を出せま

す。 
それから、現段階で報告書に見られる問題点と改善方法ですけれども、まず報告書冒

頭の要約部分に解説対象の条文をそのまま書いておられる方がおられます。また何々に

ついて書いていきますという初心表明のようなことを書かれている先生が結構おられま

すけれども、あくまで調査して分かった事柄を要約して書いていただきたいということ

をお願いします。 
それから、先ほど申し上げましたが、関連条文の欄には解説対象条文にひも付く政省

令などを書くのもいいのですが、むしろ他の関連する法令を挙げていただきたいという

ことです。さらにどのような趣旨かということは簡単に解説を付けてくださいというこ

とお願いします。 
それから、適用の実際については申し上げたとおりで、履行支援のためのガイドライ

ン等を書くのではなく、あくまで監督官らがその条文をどのような事例でどのように使

っているかということを書いていただきたいということです。 
それから、関係判例の欄の記載が乏しい例が見られます。これは適当なものがないと

いうのは分かりますけれども、その対象条文に直接言及していなくても規制の趣旨を伝

えるような例であれば拾い上げていただきたいということを改めてお願いします。 
そして、司法上の効果の欄の記載も乏しい例が見られます。これについても直接その

条文に違反した場合の労働者による民事救済の例だけではなく、いろいろな条文への言

及の仕方、活用の仕方というのがありますから、先ほどお伝えした例の富士ブロイラー

事件のように検査に関する規定について、国の賠償責任を問う上で検査を受けろと書い

てあるのだから、国はしっかりと検査しなければいけないではないかという、そういう

使い方をした例もあるわけで、いろいろな角度から法律条文は使われます。特に安衛法

の規定はそうなので、そういうものを拾っていただきたいということです。 
ただこの解説書で判例を挙げる意味は、再三申し上げているとおり、その条文の使わ

れ方、実際的な意義を明らかにすることにありますので、その時点で選択していただき

たい、また表現していただきたい、説明していただきたいということです。それではこ
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こで休憩を入れさせていただきまして、30 分に再開で森山さんから法改正提案等を検討

いただきたいと思います。ではいったん休憩いたします。 
 
三柴：30 分になりましたのでそれでは森山さんお願いします。 
森山：監督官の森山と申します。今から私の進行で法改正提案に係るアンケート結果の検

討をさせていただきたいと思います。これは 2020 年にこのプロジェクトから全国の労

基署や労働局宛にアンケートのご協力依頼をしました。その中で、現行安衛法あるいは

安衛則等で改正すべき点についても聞いたところ、多数の自由な意見が集まりました。

私も回答をお送りしました。（この研究会では）それを一つ一つ検討していこうという

ことで、これまで約 30項目を検討してきましたが、これからその続きを進めさせていた

だきたいと思います。 
それでは画面を共有させていただきます。先ほどこの資料を念のためメールでお送り

させていただきましたので、必要であればそれをご覧いただいても結構です。 
前回は、29 番の特別教育のところまで議論させていただいたので、本日は 30 番の就

業制限資格の見直しということで、これを検討していきたいと思います。 
初めてご覧になる方もいらっしゃると思うので簡単に説明すると、この「提案文」と

いう灰色の網かけの部分が、各監督官あるいは技官の方から提出いただいたご意見その

ものです。下に私が「註」を入れておりまして、その下に議事録をできる限り記入して

いくという形を取っています。これ（29 番）は多分、頂いた意見の中で一番長いものだ

と思いますが、提案文を読ませていただきたいと思います。 
「法 61条の就業制限業務に就くことができる資格の見直しの検討。ボイラー溶接士の

ように、その資格である免許に有効期限があり、免許の有効期限を更新するための定期

的に知識・技能がチェックされる業務がある一方、フォークリフト運転業務のように、

その資格（フォークリフト運転技能講習の修了）をいったん取得すれば終生資格として

有効なものもある。 
法制定時は各業務の危険・有害度や要求される知能・技能レベルに応じてランク分け

され、資格の有効期限が決まっていたものと思われるが、その後災害事例の情報も蓄積

されていると思われるから、必要に応じて見直しを図ったらどうであろうか。 
なお、危険有害業務従事者への教育についての法 60条の 2による事業者の努力義務と

の関係には注意する必要がある。 
また、当然であるが、事業者に新たな負担を課すことにつながる規制故に、広く必要

性が認識され機が熟したときでないと法令改正に向かうエネルギーは生まれないため、

本意見はそのような環境が築かれたことを前提としてのものである。 
厚生労働省の運営する「職場のあんぜんサイト」に掲載されている労働災害事例のデ

ータベースはよくまとまっており、事例も数多く紹介されている。災害原因や再発防止

対策の詳細も記述されていて、提供される情報は信頼できるものである。そこでその内

容を見ると、就業制限業務における災害に関しては「就業制限業務の従事者が無資格で

あった」旨を単に災害原因として認定しているものが非常に多い反面、当該業務の従事

者の安全衛生に関わる知識・技能不足やそのレベルを記述しているものはわずかしかな

い。行政のサイトなので、情報源は労働局や労働基準監督署の労働災害調査の結果に基

づいているものと推測されるところであるが、労働基準監督署等の機関による就業制限

業務に係る労働災害の第 1 次調査の報告書の大部分が知識・技能を十分に検証すること

なく、例えば「無資格下での災害は無資格であることが直接原因」などと短絡的に原因

を特定し過ぎているのではないかとの疑念がどうしても生じてしまう。労基署は死亡等

重大な労働災害については、直接原因につながる法違反を特定し、直ちに事業者への刑

事責任追及も行うことになるので、調査にあたっては法違反の有無は極めて重要な調査

項目になることは理解できる。しかしながら、法令違反がない場合の原因調査は適正に

行われているのであろうか。 
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有資格者が法令の違反を伴わずに作業しており、知能・技能不足を原因として災害を

惹起（じゃっき）したケースも決して少なくないはずである。その場合、知識・技能の

どの部分が足りなかったのかが浮き彫りになるような立体的・多角的な科学的調査が求

められると思量をするが、そのような視点での記述がなされているものは見当たらない。

安衛法改正により法第 28条の 2リスクアセスメントの規定が新たに加わり、事業者によ

るリスクアセスメントが義務化された背景の一つに「発生原因の法違反を伴わない労働

災害の割合が増加していること」があったことも踏まえて考えると、災害の主因の判断

に違反の有無を直結させるのみで、それ以上の深掘りをしないという災害調査の在り方

は問題である。 
そうすると、そのような調査結果に基づいたのでは就業制限業務の資格の法令上の在

り方に切り込むような検討はそもそもできないのではないか。 
例えば「資格は何十年も前に技能講習を修了して取得したが、その後の当該制限業務

への従事は散発的で比較的少なかった。係る状況下で年月の経過により知識・技能が薄

れ、このことを原因としてついには重大な労働災害事故を発生させた」などという災害

が仮に頻発するのであれば、当該資格制度の在り方として、法令上有効期限を設けるべ

きかどうか、資格取得時に求める知識・能力の底上げをすべきかどうかなどの検討に値

しよう。 
法第 60条の 2による事業者による安全衛生教育の努力義務も定められているが、罰則

付きの法 61条の規制にはより大きな効果が期待できるので、事業者の負担と災害防止効

果をどのレベルで調和させていくべきか検討してはどうかというのが本意見の趣旨であ

る」ということです。 
61 条はご承知のとおり政令で定めるものについて免許や技能講習というのを規定した

条文です。60 条の 2 については、努力義務としてこれ以外の業務についても教育を行い

ましょうというような規定になっています。 
結構内容が多岐にわたる意見だと思いますが、簡単にまとめますと、一つは資格をい

ったん取得して、その後は実際にはほったらかしになっている面があるのではないかと

いうことと、あとは話の枝葉というか、その中で労基署の労働災害調査の在り方につい

ても少し疑問を呈しているということだと思います。この辺りで何かご意見があればぜ

ひとも頂戴したいのですが、いかがでしょうか。 
三柴：実務に詳しい先生にご意見を頂きたいところですけれども、私なりに報告書をまと

めていて気付くには、要は資格の更新制度というのはずっと安全衛生を大事にする方か

ら特に議論の提起がされるのだけれども、結局、過去に政策課題になっても、一つには

更新制にしていないから災害が起きたという裏付けがないという、そういう屁理屈のよ

うな理屈もあり、結局は規制を緩和しようというぐらいの流れなのに規制強化につなが

るような、結局事業者の費用等の負担につながるような流れにはできなかったという、

少なくとも積極的な改正立法事実が見つからなかったという説明に今のところなってい

ます。 
確か似たような提案があったので以前にもこの類の議論をしたことがあるわけですけ

れども、改めて更新制というのは、海外であればそもそも民間資格であるということ、

イギリスやアメリカは民間資格ですからそういうこともありましてもうけやすい中で、

日本は国家資格にしているということもあり、実際にその教習機関や免許機関は委託を

しているにしても、国家資格にしているということもおそらく影響して作りにくいのか

なという感じもするのですが、その辺りはいかがでしょうか。 
柳川：これは失礼ながら今に始まった話ではなくて、私が厚労省に入省した頃から安全衛

生部の悲願だけれども難しいということでほぼ一致していて、それで 60条の 2ができた

ときに、このようなものができて大したものだという話ができているだろうと思うので

す。こちらの提案は、60条の 2を義務化しろということではなくて、61条の技能講習を

より強化せよと、つまり今行っている実技学科の時間数を増やせというような、そうい
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うご意見なのでしょうか。 
三柴：多分、一つは資格の更新制を作れと言っていると思います。今の能力向上制度のよ

うなものでは生ぬるいと。だから知識・情報の更新は必要だし、そこをフォローアップ

できるような制度にすればいいのにというのが多分提案の一つだと思います。これはお

っしゃるように、行政サイドとしてはそれをやれるものならばやりやりたいけれども、

なかなか難しいということですし、ただ努力義務で能力向上制度を作ったところでお客

さんは集まらないよというのもあります。何を起爆剤にして動かしたらいいのかという

アイデアの問題でもあるのかなと思います。 
藤森：藤森ですけれども、よろしゅうございますか。 

これは前から疑問に思っていて、特に柳川さんにも皆さんにも教えていただきたいの

は、まず素直に 59条、60 条、60 条の 2 と、61条の条文の並びというか構造です。何が

言いたいかというと、59 条と 60 条でいわゆる雇い入れ教育と特別教育と職長教育とい

う順番できています。従前は 61 条があったのだけれども、先ほどお話ししたように 60
条の 2 が入り、そこで「前 2 条に定めるものの他」ですから、59 条と 60 条についての

規定が 60 条の 2 という構成になっていると思います。61 条は極めて正直に読むと就業

制限規則ですから、いわゆる事業者は就かせるときには教育をしなければいけないとい

うことと、それから一定の資格を有した者でなくては就かせてはいけないということで、

若干その方向性（が違う）というか、結局フォークリフトができる人ならば 1 トン未満

と 1 トン以上なんですけれども、そもそもその枠組みが若干違う面があると思うのです。

この方も下の 3 行で「努力義務も認められているが」ということは、能力向上というの

はやはり事業者として特別教育なら特別教育についての能力向上は事業者がやるべきこ

とですから、いつやるか、誰を対象にしてやるか、どんなスパンでやるか、どのような

教育科目でやるかということを一律に決めるということはなかなか難しくて、そこに努

力義務の意味があるということが法の趣旨ではないかと思います。 
それに対して 61条は今申し上げたように、一定の、ものによっては機械でいえば単純

に最大荷重だとか重たいものになってきますから、危険有害性の高いものを一部取り上

げているわけです。これは就業制限業務ですから、それを横並びに一律にということは

なかなか難しいのではないかというのが根本にあります。だから結局、技能講習という

よりも特別教育なりの能力向上というのがやはり教育という意味ではそれが一つの手法

であるし、努力規定ということになってくると思います。 
ただ、これは柳川さんがもしお分かりならば教えていただきたいのですが、60 条の 2

についての通達について前々から疑問に思っていたのですが、対象が先ほど言ったとお

りだとすれば、特別教育を要する業務に従事する者、これが一義的だと思うのです。と

ころが、その後の条文の 61条についてもその対象者に入ってきているので、この辺に厚

労省の苦しさがあったのではないかと思ったのです。それも含めて元来は峻別（しゅん

べつ）すべきものではないかと思っていますし、結論的に言えば教育というほどですか

ら、その水準を上げるということになればやはり義務規定というよりも努力規定止まり

かなというのが今では妥当ではないかと思います。以上です。 
三柴：柳川さんいかがですか。 
柳川：名前が出たのでお答えいたしますけれども、現に行政は通達の中で 60条の 2の範囲

の中には当然のことながら就業制限業務が入っているのだということは言っているわけ

ですね。それが通達等で例えばこの技能講習についてはこういう教育をやってください

ということで、それほどガチガチに固めているわけではありませんが、時間数から何か

ら決めてあるわけですので、この 60 条の 2 が、なぜ 61 条の 2 にならずに 60 条の 2 に

なったのかということは私も藤森さんがおっしゃるとおりだと思います。運用としては

含めているわけですので、正直申し上げまして、なぜこれは 61条の次にくっつけないの

か。やはり教育なので 59条、60条、60 条の 2とまとめたのではないでしょうか。61条

というのは教育ではないですから。 
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藤森：先ほど来言っているようにそういうことだと思います。ただ、それを形式論という

か、建前を通しておっしゃるように、やはり実務の問題ですからまさに通達の苦しいと

ころで、これはマニアックな言い方になりますけれども、条文をどう読んでも 60 条の 2
というのは「事業者は前 2 条に定めるものの他」という書き方ですから、教育の一連と

して雇い入れ教育から始まり、特別教育、それから職長教育という一貫の中で「前 2 条

に定めるものの他、その事業場における」ということになっていますから「危険または

有害物質について」と。だから先ほど言ったように、元来は分けられるものではないか

と思いますけれども。 
だから何が言いたいかというと、やはり教育とそれから技能講習というか、そのすみ

分けからすれば極めて形式論かもしれませんが、努力規定という枠組みの中で教育とし

てその枠の中で処理というか対応をするのが、結果的には理にかなっているのではない

かと思っています。61 条から直ちに就かせてはならないというところから、なかなか出

てこないと思います。ましてや要件を広げると、つまりその災害の直接原因が何かとい

うことは大切なことなので、それが果たして 61条から実はそれから解決ができるかなと

いうことも含めて、なかなかこのご意見はもっともなのですが、まだ難しいのではない

かなという感じです。 
柳川：難しいというご意見については、私も喜んで同意いたしますけれども、立法論とし

てはこの就業制限業務は、現にボイラーの溶接、全部ではありませんけれども、更新制

度を持っているわけですので、法的な価値判断としてこの就業制限業務の資格関係に更

新制度が持ち込めないというものではないと思うのです。この 60条の 2を、私は先ほど

義務化するという話をしましたけれども、新たに 61条を開設するのではなく、奨励レベ

ルで更新制度を設けることは可能かとは思います。 
それと失礼ながら、監督官の方が監督で安易に無資格で運転していたことを直接の原

因だと報告書に書くということはあまりないのではないかという気が私はするのですが。

若い入ったばかりの、失礼ながら法律系の監督官の方は、B 官ではなく A 官の方でその

ような報告を書く人がいますけれども、私が少なくとも地方局にいた頃は、そういうも

のが上がってきたらこういうものは原因ではないでしょうというふうには一言言っては

いました。 
藤森：最終的な結論は、私もおっしゃるとおりだと考えています。だから、このご意見と

しはあれですけれどもという感じであります。すみません長々と話しまして。以上です。 
柳川：一言付け加えさせていただくと、私としてはこれは大いに賛成はしますけれども、

難しいだろうなという意味では同じ意見です。 
森山：ありがとうございます。 

私の意見を少し申し上げると、更新や講習の回数なども効果はあると思うのですが、

実は講習を受けた直後であっても講習の内容があまり身に付いていないという場合があ

ります。講習そのものの在り方というか、もう少し厳しくやるべきという問題もこの話

に関係してくるのかなと思います。例えば、事業場で（担当者）1 人だけが講習を修了

して事業場に帰っても、周りの人間は誰も（講習の内容を）知らないので、それに対し

て講習が身に付いていてもいなくてもあまり社内では何も言われないというか、そうや

って講習修了者がある意味で孤立してしまい、講習で学んだことを実務で生かしていく

機会を持てていない場合もあります。同じ資格を持つ者同士で横のつながりがあるとま

た違うのかなと考えたりはしています。 
三柴：ありがとうございます。1 件にあまり時間を使っても何なので、この辺で収める前

提で少し言えば、要するにこの方の提案というのは、災害の分析をきちんと行ってほし

いということと、教育による知識の更新をきちんと行ってほしいという、要約するとこ

の 2 点ではないかと思います。それで分析のほうは今の森山さんのお話にもあったよう

に、おそらくマンパワーの問題が結構大きいと。だからマンパワーについては、以前に

私が出した報告書でも補充を、特に技官が辞めてしまったけれどもそれに相当するよう
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な者、監督官でということにはなっているけれども、きちんと技術面をしっかりと業務

として確保できるマンパワーの補充をということはもう一度言おうと思います。それか

ら教育と知識の更新については、おそらくこの方は、あるいはわれわれが解釈をしたと

ころでは、60 条の 2 の義務化をおそらく言いたいのと、それから就業制限業務について

も今の立て付けがいいのかということの問題提起があると思うので、そこはなかなかい

じるのは実際問題難しいというのは行政の経験則だと思います。別のところで新たに検

討をする形で、就業制限を外す要件と教育そのものの強化について検討をするというこ

とで受けたいと思いますが、いかがでしょうか。ではそういうことで次をお願いします。 
森山：次は、これは項目別にまとめていますので同じようなものが続きますが、「就業制

限業務の統廃合が必要ではないか」というところで、「例えば建設機械や荷役機械など

で、操作系が同じようなものについては整理が望まれる。また、クレーンや移動式クレ

ーンでは能力――能力というのは機械重量何トンとか機械の大きさの話です――あるいは

搭操作系ということです。例えばクレーンだといろいろと別れていますけれども、乗型

かそれ以外で資格を分けないと危険ではないか」というようなことが書いてあります。

私もこれの意図が正確に把握できていないのですが、提案文にあるようなものに限らず、

就業制限業務、特に技能講習の統廃合などについての意見をお持ちという方がいらっし

ゃればご教示頂けますか。 
柳川：意見というよりはあれですけれども、クレーンや移動式クレーンで、能力より搭操

作系と書いてあるのはどういうことかというと、移動式クレーンというのは操縦席に乗

って操作をするものの他にユニック系といいまして、通常のよく見かけるトラックの荷

台と運転席の間にあるクレーンを外から運転するものがございますね。そういったもの

を分けないと危ないよと言っているのだろうと思います。それだけです。 
森山：ありがとうございます。車両積載形と言ってトラックにクレーンが付いているとい

うタイプです。絵を出すと、移動式クレーンには、普通のクレーン車みたいなものと、

このような車両積載型というか「（トラックに）クレーンを乗せました」というものが

あり、後者が搭操作系ということだと思います。この 2 つは分けるべきではないかとい

う話です。この災害の分け方について何か違いというのを私は存じ上げないのですが。 
三柴：玉泉先生と角田先生にちょっと。 
森山：いかがでしょうか。このような車両積載型と自走型というか。 
玉泉：玉泉です。「統廃合」と「分ける」というのはちょっと（相）反する意見かなと思

っていたんですけれども、多分、統廃合といえば例えばクレーンとデリックが同じよう

な系統ですから 1 つにしてもいいかなというような意見ではなかったのかなと思ったの

ですが。そして、車両積載型といわゆるラフターとかそういったものとは操作の方法が

違います。例えばこれですとブームを前にやると転倒しやすいとか、強度的に弱いとい

ったことがあります。それは教育の中で教えたらいいわけです。細かく分けるとかえっ

て煩雑になるのではないかと。それごとに免許を取らなければいけないということにな

りますので、移動式は移動式 1 本でトン数で分けるのはそれで正しいと僕も思っていま

すし、要するに搭乗型のトラッククレーンとかローラークレーンとかラフテレーンクレ

ーンといったもの、それからその上のほうの写真の車両積載型も、運転操作と危険度を

教育の中で教えればいいのではないかなというふうに思います。アウトリガーを出すと

かうんぬんということは基本的に同じなものですから、分ける必要はないと私は思って

います。 
森山：ありがとうございます。角田先生はいかがでしょうか。 
角田：角田です。この写真に出していただいている車両積載型とラフター等ですけれども、

多くの場合、車両積載型は技能講習での範ちゅうに入っているものが多いのかなと思い

ます。ラフタークレーン等になると、もっと大型になるので免許が必要になるようなも

のなので、その意味では区分もあるのかなという気はしています。 
その他の統廃合についての意見は私もトン数といいますか、吊る物の重さで分けてお
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いてもいいと思っています。免許のときには、このラフタークレーンといった大型の運

転席に乗るものが多い気もしますので、現在の区分でもさほど支障がないように思いま

す。以上です。 
森山：ありがとうございます。 
三柴：そうすると、今のところコンセンサスは、「制度はこのままで、中できちんと教え

るようにすればいいのではないか」ということだと思いますが。 
浅田：すみません。浅田ですけれども、クレーンで天井クレーンとジブクレーンのタイプ

がありますが、天井クレーンは xyz の座標を動かして、ジブクレーンは移動式クレーン

と同じように極座標というのでしょうか rθφ 座標で動かすので、かなり操作技術的には

異なるような気がしますが、そちらについてはどうなのでしょうか。 
森山：確かに、そちらの面は何かご意見がある方はいらっしゃいますか。 
柳川：玉掛は 1 つでまとまっていますけれども、クレーンの運転のほうは分かれています

よね。 
浅田：クレーンは分かれていません。クレーンは 1 本です。 
柳川：失礼しました。 
森山：確かにそうですね。例えば、ジブクレーンの場合は当然、アウトリガーなどはあり

ませんが、ただそれが教育や講習あるいは免許でやはり分けたほうがいいということが

あるのでしょうか。その辺りは玉泉先生はいかがでしょうか。 
玉泉：玉泉です。xyz で天井走行クレーンのほうで免許といいますか試験をいたしますの

で、そちらのほうで行っておけばそれ以外は全部できるわけです。それより、逆に簡単

と言ったら語弊があるかもしれませんが、天井走行クレーンで行っておけば、あとはそ

の中での教育だけで十分ではないかなと思います。壁クレーンなどスタッカークレーン

もいろいろとありますけれども、それは 1 本でいいのではないでしょうか。あまり細か

く分ける必要はなく、試験の中で教えたらそれでいいのではないか思います。以上です。 
森山：ありがとうございます。角田先生も同様のご意見でしょうか。 
角田：角田です。私も玉泉先生と同じように、基本的にはクレーンの中で基本操作が含ま

れておりますので分けなくてもいいと思っています。工場などを見ていると天井クレー

ンがあったり、また一部では壁クレーンを使っていたり、複数の種類のクレーンを使っ

ていることもありますので、それらは分けてしまうとまたそれぞれで取るというのも大

変な気もしますので、現状でいいのではないかと思っています。以上です。 
森山：浅田先生いかがでしょうか。 
浅田：クレーンとして最もよく使われるのは天井クレーンなので、天井クレーンを基本的

に押さえておけばいいというのはよく分かります。ただ、ジブクレーンは旋回操作だと

か起伏操作だとか、どちらかというと移動クレーンに近い操作を行いますので、かなり

天井クレーンの操作とは違う印象は持ちますけれども。 
森山：分かりました。それも結局は天井クレーンの教育で満たされるというのが玉泉先生

のお考えでしょうか。 
玉泉：例えば、オールテレーンもそうですけれども、建設現場に行きますと、タワークレ

ーンがありますね、これは典型的なジブクレーンですが、それだけをまた別にするとい

うのも煩雑ではないかと私は思います。現実には下〔註＝地上〕のほうで無線で運転を

していることはありますし上〔註＝タワーの上にあるクレーンの運転室〕で操作をする

こともありますが、それも教育の中で教えたらいいのではないかと思います。取り立て

て天井走行クレーンとジブクレーンと分ける必要もあまり意味がないといいますか、そ

れでいいのではないかと思います。建設業で使う方は天井走行クレーンはあまり使いま

せんし、工場の中の方が建設現場に行ってタワークレーンを使うこともあまりありませ

んので、それはその時点で教育をまた受けたらいいのではないかと私は思います。以上

です。 
森山：ありがとうございます。 
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柳川：先ほど私は勘違いしていたのですが、1 つだけ。おそらくこれは別にしたら多分ジ

ブクレーンの技能講習の実技は講習機関のほうができないと思います。 
森山：ありがとうございます。どちらかというと、特に分けなければならないというよう

な実務的で具体的なご意見はないようです。ただ、これも確かに微妙な話ではあると思

うので、もしかしたら何か個別的にそういうことがあるのかもしれませんが、大きな改

正ということではないのかもしれません。 
それでは次に行っても大丈夫でしょうか。 

三柴：はい、行ってください。 
森山：それから 32番です。安衛教育の技能講習への格上げです。この種の意見はかなり多

いです。非常に漠然とした提案文で恐縮ですが、この辺りについて何かご意見のある先

生方はいらっしゃいますでしょうか。これは、つまり教育の外部化と言い換えても良い

かもしれませんけれども。 
三柴：確かに、技官の方の中で、今の免許と技能講習と特別教育というその分け方で、分

類を見直したほうがいいとおっしゃる方には出会います。しかし、そこは制度としての

安定性や効率を考えながら、一つには実際に学ぶのに何時間かかるのかという時間数か

ら、専門性の高さ、技量の高さなどを測っているところもあるだろうし、過去の災害と

の相関も見ているだろうし、そういったところを踏まえて設計しています。そもそも今

の法体系になる前から歴史もあったのでそこを引き継いでいる面もあるということだと

思いますが、どうなのでしょうか。 
先ほども実は似たようなネタが論題になったと思いますが、教育が必要だと言ってい

るということはやはり危険性が高いというメッセージではあるので、もう少し就業制限

のほうに規制強化の方向で盛り込んでいくのがいいのではないかということは確かにあ

ると思います。だとすると、具体的に 2～3挙げるとするとどの項目が挙がるのでしょう

か。例えばかなり技術的に細かいテーマだから、あまり論究するのがいいのか分かりま

せんけれども、例えば 2～3挙げられるならばその呼び水として挙げておくというのは一

案だと思います。篠原先生や柳川さんは、例えば何か浮かびますか。 
柳川：まず、私は特別教育を技能講習にするというのはあまり賛成しませんが、挙げると

したらアーク溶接か低圧電気でしょうか。アーク溶接は、正直申し上げてガス溶接より

もはるかに高度なことをやっていますが特別教育ですよね。もしくは低圧電気かなとい

う感じはします。すみません、私のまったく個人的な感想です。 
三柴：なるほど。完結的にこうしてくださいと強く言う趣旨ではなくて、例えばこれらが

挙がるというような提言はあり得ると思うので、そういう意味でフリーにおっしゃって

いただければという気はします。他に、これは挙がるかなという項目を挙げられる方は

いらっしゃいますか。篠原先生はどうですか。 
篠原：私もアーク溶接がぽんと挙がりました。ガス溶接が技能講習で、アーク溶接は、こ

れはなぜかなというものもあったのですが、結構、感電災害が起こりますので。それか

ら、例えばプレス機械の金型の交換なども大きな事故につながりますので、やはり格上

げをするとすればその辺りかなと思います。 
それから、特別教育そのものは、森山先生が言われているとおり講師資格は特に定め

られていません。ただ監督署に相談をすると、大抵、本当に（教育内容の質を）担保で

きますかという話になりますので、そこの教育の格の担保が何かできないのかなと思い

ます。例えばゼネコンさんなどは会社で特別教育をしてもそれではいけないと。登録教

習機関など、（例えば）基準協会で受けたものしか認めないというところもあり、もっ

とすごいのが某自動車メーカーですけれども、わが社の教育を受けた人しか認めないと。

それ以外はどこで行っても駄目でもう一回受け直しなさいみたいなことがあります。そ

れはより安全をという安全の基準が高いということがあると思いますけれども、特別教

育が基本的に事業者が行う社内教育であるとすれば、やはりそれを担保するものや特別

教育の規定はありますけれども、より具体的なものを決めて、それに基づいて行ったと
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いうことが分かるようにしたほうがいいのではないかといつも思います。 
三柴：確かに、その状況に合った教育が望ましいのは当然なので上のレベルのことを行う

ところはあるだろうし、それは放っておけばいいわけで「望ましい」ということでいい

と思いますが、法規制だからまずは最低限を確保するといったときに、各事業場で好き

にやってくださいというところから、きちんと承認を受けたところで教育をさせたほう

がよいというところについては、今挙がったような項目を検討してもらえばいいという

感じでしょうか。他に挙がるところがなければ、これはこれでいいかなと思います。強

く改定を提言するというよりも、少し念頭に置いていただいたらいかがでしょうかとい

う程度の書きぶりになると思います。 
柳川：1 つだけ情報というか、理解していただきたいのですが、教育に関して本当に外部

の教習機関でやることがよいことなのかというそこのところは、一つ疑問を持ってもい

いと思います。それから、森山さんは特別教育講師資格は定められていないと書いてお

られますが、これは大変失礼な言い方になりますしここだけの話にしていただきたいの

ですが、講師資格をいいかげんに決めてしまうと、かえって教育の能力が落ちるという

面があるということを 1 つだけ理解しておいてください。それだけです。 
森山：分かりました。実際にわれわれが行く会社だと、従業員が 2 人で社長も一緒に（危

険有害業務を）行っているという場合があります。あとは、「腕を盗む」ではありませ

んが、そういった（徒弟的な）文化があったりするのと、あるいは会社がすごく小さく

て自力での教育能力があるとは言い難い会社が非常に多いので、もう少し外部からの助

力が必要ではないかとよく思います。講師資格という言い方がいいのか分かりませんが、

なんとかうまく身に付く教育ができるように、別途機会があれば検討をしていく必要が

あるのではないかと、実務上はよく言われることではあります。 
それでは次に行かせていただきます。よろしいでしょうか。 

三柴：そうですね、文系の私から見ていると、講師資格の定めぶりは、字面だけを見ると

ほとんど受講者の履修資格と履修要件と変わらないような感じになっています。実際に

それを定めるのがいいのかどうか、あるいは定めぶりをどうするかを含めて、後で機会

があれば検討をするということで、次をお願いします。 
森山：これから法令委任の関係が入ってきます。 

提案文を読みます。「労働安全衛生法第 27条第 1項により第 20条から第 25条まで、

事業者が講ずべき措置や労働者が遵守する事項を厚生労働省令で定めると規定されてい

ます。省令に講ずべき措置等が委任されているが、法の定めが抽象的で省令に根拠条文

を引用していないため根拠条文が曖昧になるというところで、明確化してはどうか」と

いうことです。これも何度か研究会で話題にはなっていましたが、よく言われるのは、

検事さんが、一体これは法何条の委任を受けているのかということを言われるというと

ころです。これは大前提として私の疑問なのですが、やはりこれは法何条の委任省令な

のかというのを明確にしないと、罪刑法定主義というか、刑事訴訟法上の問題になると

いうことは確かなのかを先生方にお伺いしたいのですが、いかがでしょうか。北岡先生、

その辺りを教えていただきたいのですが。 
北岡：北岡です。そのように理解されているのではないでしょうか。政省令については国

会等で成立したものではないですし、罰則が付いているのが政省令ではなく、安衛法本

体について罰則規定が設けられていますので、当然、刑事訴追をする際は罪刑名として

は安衛法何条と明記しなければなりません。その安衛法の 20 条なり 21 条に基づいて安

衛法の 27条が政省令に委任をして、例えば詳細については安衛則の六百何条に規定があ

ると。その点は当然に明らかにする必要があるという点は異論のないところだと思いま

す。以上です。 
畠中：よろしいですか。 
森山：はい。 
畠中：これは以前に議論をしたことがあるのではないかと思いますが。 
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森山：そうですね。

畠中：だから同じことをいうことになりますが、要するに、安全衛生法の 20 条から 27 条

までの規定というのは、もし安全衛生法を 10 カ条に圧縮しろと言われたとしても最後ま

で残るほど基本的な条文でありまして、事業者にその使用する労働者の安全衛生を確保

するために必要な措置を講じなければならないということを義務付けた規定です。そし

て、その具体的な措置内容は 27 条で厚生労働省令に委任されているわけです。もし、必要

な危害防止措置を少なめに見積もったとしても 2,000 カ条前後にはなると思いますが、

それを法律で全部を書かなければならないとなると、そのような法律は使い物になりま

せんよね。そういう意味で、それを受けて作られる 2,000 カ条前後の危害防止基準に、

いちいち安全衛生法 20 条に基づくものとか、安全衛生法 23 条に基づくものとかと、そ

れを省令の各条文の中にいちいち書いていくことは想像していただくだけで気が遠くな

りませんか。

法令というのは、簡潔ですっきりしたものでなければ駄目ですよね。そういう意味で

も、そんなごたごたした省令などは本当に使い物にならないのではないかと思います。森

山：ありがとうございます。結局は、安衛則や省令の内容からある程度判断可能で、

95%以上の省令が確かに分かるようにはなっていると。ただ、省令の定め方の問題など

で少し分かりにくい場合があるので、確かにそれは省令を整理することでうまくいくの

かなと（私は）思います。

畠中：それは一番フォーマルな姿としては、本省に伺いを立てて本省から答えをもら

う、要するに基収という通達になりますね。基収という通達をもらえばいいでしょう〔註＝

現在は「基収」という通達番号は廃止されているので、疑義照会応答についても基発、

基安発等の通常の通達番号を附していると思います〕。

森山：そうですね。

畠中：それだけの話のような気がします。要するに、危害防止基準の各条文ごとに法第何

条に基づき事業者は何々しなければならないと、条文ごとに書き込むことはないです

よ。森山：ありがとうございます。

具体例としてご紹介したいのですが、私も最近見つけまして、酸欠則の 6 条（要求性

能墜落制止用器具等）は「事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で、

労働者が酸素欠乏症等にかかって転落するおそれのあるときは、要求性能墜落制止用器

具等を使用させなければならない」ということで、これは『安衛法便覧』によると安衛

法 22 条を根拠にもつ規定になっています。 
この行政解釈を見ますと、結局、例えば井戸の中にはしごで降りた場合に、酸欠にな

り（意識を失って）墜落をすると（井戸の底に激突して）骨折したりというような危険

が及ぼされるということになっています。これは危険の防止でもあり、もちろん下に墜

落したときに（更に）酸素欠乏空気に曝露しつづけますので健康障害の話でもあります

が、危険と健康障害という両方を防止するための条文になっています。ただ、（『安衛

法便覧』に示されている）根拠であるこの 22条はあくまで健康障害防止規定になってい

ますので、ここがうまく接続しきれていないのではと思っています。

三柴：結局、作るときの事情と、使うとき、要は送検するときの事情が多分違うというこ

とだと思うのです。そもそも作るときの事情としては、安衛法を労基法から独立させた

ときの趣旨とかぶる話で、機動性ですね、さっさと労災を防止できる規則を作るという

ことが必要だったのです。その結果、労災防止効果を第一に考えて自由に規則を作った

ら、本条の根拠規定が重複してしまったということは当然あり得ることだと思います。

だから、それはそれで安衛法を作った趣旨とも適合するからいいということだと思いま

す。

あとは、使うときに備えて後付け的な整理をするべきかということで、今、手続き的

な基収をもらうというのは、どのように根拠法を確定するかという手続きの話だったと

思いますが、体系的にきちんと行政が基収のEncyclopediaみたいなものを作って一覧表
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にするべきなのかという問題はあると思います。それをあえて動かしておいて、その事

案ごとに根拠法規を考えるというふうにしたほうがいいのかというのはあると思います。

そこは刑事司法との関係もあると思いますが、これはどのように考えるのでしょうか。

まず森山さんの実務的な感覚でいうと、このように一応書いてくれている解説書もある

わけですが、あらかじめなるべく明らかにしておいたほうがいいのでしょうか。

森山：私の感覚では、法律本体の根拠条文と省令の規定が何かしら論理的につながってい

ればいいと思います。ただこの例では、安衛法 22条はあくまで健康障害の防止なので、

そうすると「読め」ないのではないかということだと思います。酸欠則第 6 条の規定振

りで罰則まで行き着けるのかということを懸念しています。

唐澤：唐澤ですが、少しよろしいですか。

森山：はい、お願いします。

唐澤：私はかつて酸素欠乏症等防止規則の直接の担当者だったので、この第 6 条の制定過

程を補足的に申し上げます。この酸素欠乏事項は、要するに井戸などの酸素欠乏危険場

所に労働者が入り、途中で酸素欠乏になって墜落をする事故がよくあったのです。その

ような事故を防止するためにこのような墜落防止措置、これはむしろ安衛法 21条第 2項

の墜落防止措置を具体化した規定なのです。だから安衛法便覧に第 22 条（1）と書いて

あるのはあまり信頼できません。どなたがこの気付をなさったのか分かりませんが、こ

れは間違いだと思います。

森山：唐澤先生としては、これはやはり 21 条第 2 項ではないかと思われますか。 
唐澤：この第 6 条は墜落防止のための規定ですから。だから、この根拠情報というのはど

なたが作られたのか分かりませんが、あまり完全に信用しないほうがいいと思います。

森山：承知しました。

藤森：藤森ですけれどもよろしいですか。途中から口を挟みますが、私はこれは実際に実

務のときにかなりもめた事案がありました。（唐澤）先生が今おっしゃったのですが、

やはり場面の類型としては、そもそも酸素欠乏症――硫化水素も含むのでしょうか――に
かかって転落をするおそれという因果の流れであり、まさに原因自体は酸素欠乏、ある

いは酸素欠乏症と硫化水素です。そこが要でありますから。

三柴：必ずしも間違っていないということですか。

藤森：はい。墜落防止の、その結果としてと言うのはおかしいですが、因果の流れで、先

生は大変制定でご苦労されてご無礼ですが私はそういうふうに検事に説明をしました。

関連して、例えば有機溶剤などを見ると、有機溶剤の爆発火災の場面と有機溶剤とい

う有害物なので、一つは 20 条で爆発火災と、もう一つは 22 条で健康障害のおそれだか

ら、それは両方に掛かってくる場合があります。この酸欠のものはまさに酸欠というフ

ァクターがあり、あと因果の流れだということで、そのときはその検事に納得してもら

いました。あくまでも私の経験で申し上げました。

唐澤：立法関係としては、そういう経緯であったということでございます。

森山：ありがとうございます。本当に蛇足ですけれども、この解釈通達を見ても「危害」

という言い方なっていまして、必ずしも健康障害や危険というふうに特定していないも

のですから、そういう意味でどちらとも取れるかなという。だから、私の個人的意見と

しては、20 条から 22 条では「危険」とか「健康障害」ということではなくて、単に

「危害」としてもよいのではないかと考えています。

三柴：実はその行政官向けの調査を行ったときに、仕込みと言うと怒られますけれども、

規則にまつわる災害を聞いていく中で、本法の根拠条文を挙げてくださいとお願いした

のです。それでどのぐらい挙げていただけるかというのを見たかったのですが、実際に

ふたを開けてみると、きちんと規則にまつわる災害を挙げてくださった方は、ほとんど

全員、根拠法の条文を挙げてくださっていました。ただ、それが同じ条文について同じ

根拠規定かというのはまだ照合していないのですが、おそらくずれが生じるのだろうな

と思います。ずれが生じるぐらいで実はいいということを畠中先生もおっしゃっている



27 

のではないかと思います。

森山：確か前回はそういったお話を頂いたと思うのです。つまり、場合によっては安衛法

の 22 条、場合によっては 20 条ということでも問題はないということで、私の解釈は合

っていますでしょうか、畠中先生。

畠中：はい。まさに三柴先生がおっしゃるとおりだと思います。

森山：ありがとうございます。

三柴：やってもあと 1 つぐらいでしょうか。 
森山：はい。次に進みます。

これは簡単に紹介します。「作業計画が根無しなのではないかという検察庁の指摘が

あった」ということですが、検察庁に対する我々の説明するのがうまくいっていなかっ

ただけではないでしょうか。おそらく検察庁は、作業計画というのはリスクアセスメン

トのような包括的な規定ですが、例えば法 20条以降の条文から委任を受けることのでき

る規定というのは、（機械の危険箇所に）カバーを付ける等、より具体的な規定であり、

作業計画というのはそこには含まれないのではないかということなのではないかと思い

ます。しかし、これは安衛法の趣旨からすると、当然、作業計画のようなものであって

も含まれると私は思います。

三柴：これに関連して 1 つだけ議論をしてもいいかなと思うのは、要は省令を起案する側

がまさに根無し省令という言葉があるように、核心的に根拠法がなくてもいいと思って

いるものと、どれに当たるかははっきりは言わないけれども、大体これだろうと当たり

を付けながら作っているものが多分あると思うのです。根無し省令は実施省令（実施命

令）とも言うということで、結構、核心的に作られている感じがあり、これは変な話、

省令ではあるけれども、どうも起案者側の実務的感覚ではそれほど強制力が強くないよ

うな感じにも思えるのです。それは立法経験のお立場からどうなのかというのは、唐澤

先生や畠中先生に伺いたいと思います。

唐澤：それでは名指しがありましたので。私は省令なりいろいろな法令を作ったことがあ

りますが、安衛法本体の根拠条文がなくてもいいやという考え方では作った記憶はあり

ません。やはり・・・ありましたですけれども。

三柴：ありがとうございます。了解です。畠中先生も同様のお考えですか。

畠中：そうですね。今ちらっと労働安全衛生規則を見ていますけれども、例えば 24 条の

13 の見出しは「機械に関する危険性等の通知」というのがありますが、これは機械の包

括的安全基準という観点から見たらものすごく大事な規定なのですが、これは明らかに

根無しです。やはり、末尾が「通知するよう努めなければならない」という形で、はっ

きりと根無しであるということが読み取れるような書き方になっています。

森山：寺本廣作先生の『労働基準法解説』では、労基法の施行当時の安衛則には当時の労

基法 42条とかそういったものにひも付いて、勧告的基準という言葉で、努力義務も労基

法 42 条等で読むというような意見もありました。そうすると、ある意味で安衛則 24 条

の 13 も、安衛法 20 条で読むことがもしかしたらできるのかもしれないと。ただ、もち

ろん条文の位置が違いますから〔註＝安衛法第 20 条第 1 号で読むならば、安衛則第 24
条の 13 は、安衛則第 2 編第 1 章第 1 節（一般基準）中に置かれるべきである〕。 

三柴：それは面白いですね。つまり本法では義務規定になっていて、そのひも付け省令で

は努力義務という場合は、事案が悪質な場合、努力義務規定に反した場合は本法に立ち

戻って処罰できるのですか。

森山：それは、努力義務規定である時点で罰則の適用はないという説明を私は内部で受け

ましたがいかがでしょうか。これは先生方のほうがいいかもしれません。

畠中：それは明らかに努力義務規定的な書き方になっていれば、それは無理ですね。

三柴：どんなに悪質でも無理ですか。

畠中：はい。あとは旧労基法から現行の安全衛生法に移るときに、ある意味で旧労基法に

基づく労働安全衛生規則では及び腰で書いてあった条文があるのです。例えば、安全衛
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生委員会などがそうです。あれは昭和 41 年に義務規定的な書き方に変わったのです。し

かし、やはり安全衛生委員会となると労基法の 42 条あるいは 43 条から出てくるかなと

いう、やはり首をひねるようなものでしたよね。このように、基準法時代には首をかし

げるような条文というのがありましたが、それを安衛法のときに一応整理したわけです。

森山：分かりました。

三柴：でも振り返ると、後々、健康管理時代に入ってきたときにそういう体制整備を義務

付けたということが生きてきたという感じは、私はしますけれども。

畠中：そういう意味で、労働安全衛生法において、総括安全衛生管理者、そして安全管理

者、衛生管理者それから産業医、そして調査審議機関としての安全衛生委員会という、

きちんとした安全衛生管理体制が構築されたわけですけれども、まさにそのための本当

に大事な種だったと思います。

三柴：なるほど。私も後じんの者として非常にそう感じます。ありがとうございます。

藤森：あと一点だけ、端的にしますのでよろしいでしょうか。

森山：はい。

藤森：森山さんに教えていただきたいのですが、例えば 151 条の 3 の具体的な場面の問題

は森山さんが担当されたのですか。

森山：これは違います。すみません。

藤森：何が言いたいかというと、現場で私も検事とやりあったときがありまして、これは

20 条ではなくて、検事さんが 21 条という考えはなかったのかなと。もし森山さんがご

存じでしたら、そういう観点はなかったですか。作業方法だとか作業計画、つまり何が

言いたいかというと……。 
森山：すみません。私もそこまで思い至りませんでした。

藤森：レイアウトだとか、作業方法、作業計画は、非常に微妙であり、環境の問題あるい

は作業環境となると 20 条と 21 条の境目は非常に難しい場面がありますね。 
森山：当然かぶったりすることはあると思います。

藤森：そのときにやはり議論したのは、それと同時に最初に戻ってそれぞれ条文の根拠が

あれではないかと言われたけれども、これは先生方に教えていただければありがたいの

ですが、罰則のほうは 20 条も 21 条も程度が同じですよね。 
森山：はい、同じです。

藤森：そうなると、ラフな論議はいけませんが、そういう両方に捉えられるというか、ま

たがるというか、私個人としては作業方法から生ずる危険の面を捉えて 20条の面もある

けれども 21条もあると。そうすると罰則の数は同じだから最初に戻って、そういうとき

にそこまで峻別して、20 条か 21 条かという問題が、罪刑法定主義からしてもそんなに

議論しなければいけないのだろうかということです。現場では 20 条と 21 条の見極めが

難しい場合があるのです。

先ほど根拠条文も示せれば一番いいと言いましたが、だいたい安衛則の目次を見れば

101 条以下から整理ができて、最初は 20 条のグループがずっとあり、そうなっています

よね。ただ、中に分からないのは、いわゆる現場でいうと設備の要因と作業の要因のそ

のまたがりが非常に難しい場面があります。だからそこでぐだぐだ言っていますけれど

も、検事として目的合理性でその条文が非常に合っていれば違うのですが、またがるよ

うなものは罰則の程度が同じであればそれほどこだわらないのではないかと私は考えま

した。

結局私の事案も、その後転勤したので結局 20 条と 21 条のどちらで処理をしたのかが

分からなくなってしまったのです。そういう感想めいたことまでご無礼ですけれども、

非常に作業と設備の、だからマシンとメディアの問題が重なる部分があるから、そんな

に罪刑法定主義からはみ出さなければ峻別する必要があるのかなというのが実感でした。

ただ根拠は 20 条と便覧には書いていますけれども、むしろ私は、これは 21 条の問題で

はないかと思ったものですから。以上です。
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森山：ありがとうございます。

とりあえず私のほうからは以上です。ここからお返ししてもよろしいでしょうか。

三柴：はい。残り 30 分で進捗状況の確認をして終わりたいと思います。5 時スタートとい

うことで 5 分間休憩を取ります。 

三柴：それでは再開したいと思います。あとはわずかな時間ですし、内容的にも進捗状況

確認を中心にして、次回予定等の確認をして終えたいと思います。

まず研究経過報告です。進捗状況で構いませんけれども、石崎先生、28 条から 28 条

の 2 と、64 条から 68 条の状況、特に語り部情報を追加できているかどうかというとこ

ろをお知らせください。

石崎：分かりました。まず 28 条から 28 条の 2 の進捗状況ですけれども、今、執筆は始め

ておりまして、制度史のところから開始させていただいているところになります。

これは経過報告でよろしいですか。

三柴：いいです。

石崎：分かりました。今、そのようなところで内容のところについてはまだ書きかけとい

う形になっています。語り部情報の追加については、28 条と 28 条の 2 についてはまだ

できていない状況です。64 条から 68 条については、語り部情報の追加はさせていただ

いています。作業環境測定や健康診断等の監督というのが通常の定期監督の過程でなさ

れるというお話ですとか、指定作業上の作業環境測定以外の話ですと、やはり酸欠のと

ころがキーになるというお話などを入れさせていただいています。経過報告としてはそ

のような形です。

三柴：分かりました。ありがとうございます。

特に安衛法は、法の定めと現状というか、生きた法情報というのが極めて重要なので、

語り部情報をいい形で盛り込んでいただけますように、他の先生方にも改めてよろしく

お願いいたします。

それでは次です。他の逐条解説の進捗情報の確認になりますが、私のほうは 1 条から

5 条は前から申し上げているように全体の作業を終えてから最後に総論ですので、書き

加える予定でいます。

6 条から 9 条については、これは書き終えていただいているけれども、私のほうでま

だ書き加えた部分の要約ができていないという状況だったと思います。

それから、私が担当の安全衛生管理体制関係のところも、これは総論に近いところに

なりますので、後で書き加える予定にしています。

原さんの 20 条から 21 条の語り部情報の加筆はどのようになっていますか。 
原：この語り部情報は、既に報告書の中に提出させていただいたものとはまた違うもので

すか。

三柴：いえ、提出いただいているものを私が忘れているだけだと思います。今ざっと洗っ

ているものですから。これは終わっているということでいいですね。

原：はい、そうです。

三柴：分かりました。語り部情報の加筆は終わっていて、その語り部情報の追記部分の要

約がまだ私のほうでできていないということです。

それから、佐々木先生の語り部情報の追記はどうなっていましたか。

佐々木：私のものも、昨年度を提出した報告書の適用の実際のところには記載しています。

三柴：書いていただいていますか。

佐々木：はい。

三柴：分かりました。それではまだ私の要約の手が回っていないということです。

森山さんの 26 条、27 条も、ご本人が語り部ですから報告を完了しているということ

で、私の要約が終われば完了となります。

そして石崎先生の報告は、今頂いたとおりです。



30 

そして、私の 29 条から 32 条については目下ここは進行中です。あとは必要に応じて

語り部の役割をどなたかにお願いしたいと思っています。

淀川さんについては、語り部情報も含めた報告書の提出を頂いていましたか。

淀川：はい。こちらは大丈夫です。

三柴：そうですね。

森山さんは 35 条、36 条は大丈夫ですね。 
それから井村さんは、37 条から 41 条はどうなっていましたか。 

井村：3 条までが語り部情報を含めほぼ終わっていて、半分がそこです。だから、あと残

りの 39 条、40 条、41 条がまだできていません。 
三柴：それではこれはどのように進める予定ですか。

井村：このまま 10 月までにまとめてという予定ですけれども。 
三柴：分かりました。どこで集中的にやれそうみたいなプランはありますか。

井村：来月以降でいけると思います。

三柴：分かりました。それでは、そこは信頼しています。

次に、42 条から 44 条の 2 も森山さんなので大丈夫ですね。これはあまり数が多くて

忘れているのですが、42 条から 44 条の 2 は頂いていましたか、森山さん。 
森山：はい。42 条から 44 条の 2 は、まだあまり進んでいませんので、これからもやって

いく形です。

三柴：それではこれはよろしくお願いします。

淀川さんの 44 条の 3 から 54 条の 6 ですが、ときどき進捗状況はインタビューの状況

など報告を頂いていますけれども、これはどのような進捗状況ですか。

淀川：ご指摘のとおり、インタビューは毛利先生、奈良先生を終えました。資料もたくさ

ん協力いただいた状況で、それを今まとめる作業で取り組んでいるところです。まだ進

捗は遅いのですが、これも 7 月と 8 月でしっかりとやっていきたいと思っています。 
三柴：分かりました。検査機関関係の規定で、製造の設計に深く関わった方にインタビュ

ーをされているので、他にない文章が上がるかなと楽しみにしています。

そして長谷川先生については、語り部情報の加筆は終わっていましたか。

長谷川：はい。終わっています。

三柴：終わっていましたよね。ありがとうございます。脳内たこ足配線で記憶がいろいろ

落ちていまして、すみません。

阿部さんはいないので行って、石崎先生は先ほど聞きました。

吉田先生にお願いした 69 条から 71 条の 4 は、先日報告書をいったん頂いて、コメン

トを付けてお返ししている状況です。よろしくお願いします。

吉田：ありがとうございます。

三柴：それから、大藪、只野、近藤の 3 先生の 72 条から 77 条については、これはまさに

免許や技能講習などの関係の規定ですけれども、これは私のほうで大幅に加筆修正をさ

せていただいて、ラスト長に加えさせていただくという形になりました。これは一応私

のほうでまとめ直し済みです。

今日は南先生はいないので、そこは聞けていません。

鎌田先生と田中先生の 88 条から 100 条はもう終わっています。私の要約もほぼ終わ

っています。

大藪先生と近藤先生の 101 条から 103 条もいただいているけれども私の要約が終わっ

ていません。

140 と 104 条と 105 条については吉田先生に執筆をお願いして今書き始められた辺り

というご報告を頂いています。

吉田：一点だけすみません教えていただいてよろしいですか。この 104 条関係については

特に改正法なので運用の実態であるとかあるいは語り部情報というのは特に意識してお

りませんが、それはそれでよろしいですか。
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三柴：お渡ししたその資料から拾える実務関係情報のようなものを盛り込んでいただけれ

ば結構です。それ以上にこの条文の適用の実際みたいなものは、書けないのは当然かと

思います。 
吉田：分かりました。ありがとうございます。 
三柴：ありがとうございます 

森山さんの 106 条から 108 条は既に頂いています。 
大藪先生と近藤先生さんの 109 条から 115 条はどうなっていましたか、近藤先生。 

近藤：これも既にお渡しして終わっています。 
三柴：そうでしたね。頂いています。 

あとは横断のほうですけれども、性能要件規定の是非と射程はメモまでは作っている

けれどもまだ手が回っていないということです。 
安衛法・規則の名宛人と保護対象の整理は、今かなり精力的に笹井さんに進めていた

だいていて、だいぶいいところまで来ているということでした。 
先ほども申し上げたように、法の一般規定で労働者を守る法律だよということは書い

ているのだけれども、実際にひも付く規則のほうでは保護対象をはっきりと書いている

ものと書いていないものがありまして、書いているものは割と行動災害防止の趣旨が強

く、書いていないものは物に関わるリスク対策のものが大きいようだという傾向分析を

頂いて、なるほどなと思ったところです。 
それから、建設アスベスト訴訟の意義ですけれども、これは今年の 9 月に産保法学会

のほうでシンポジウムがあるので、そのシンポジウムの原稿を頂いて載せようかなと思

っています。 
作業関連疾患の予防まで手が回らないからこれは置いておいて、罪刑法定主義は北岡

先生にもう頂いているのでいいです。 
これも頂いているからいいです。 
「危険のおそれ」は、労働法学会用の原稿が既にあるから、既にそれは公表済みなの

で、それを転載させていただこうと思っています。 
それから発注者の責任、派遣労働者の安全衛生管理は近藤先生に託していますがこれ

はどうでしょうか。 
近藤：今いろいろと調べて、判例の収集で苦労しているところですけれども、作業は進め

ています。 
三柴：ありがとうございます。 

それから、化学物質管理と法定健診制度は既に報告・要約ともに終わっています。 
そして、中小企業の安全衛生管理は高木先生担当ですけれども、原稿を頂けるのか不

明ですのでこれは載せられなくても仕方がないかなと思っています。 
それから、副業・兼業、フリーランスの安衛法規制の在り方は、これは労働法学会の

報告で北岡先生のご担当なので、その原稿を共有させていただければと思っています。 
それから、安衛法の私法的効力、立証責任も同様なので、労働法学会用の原稿をこち

らにも断りを入れて転載させていただくということを考えています。 
それから、藤森先生の産業ロボット規制ですけれども、これは検討させていただくと

いうことにしています。 
それから、永田先生の SDGs については、これも現在進行形の課題なので載せられる

かどうかが分からないけれども、載せられたらいいかなという感じでいこうと思ってい

ます。 
それから、特別規則の統合可能性については報告書は頂いていますが、非常に大部に

なっていますので本にできるかどうかについては検討させていただいているという状況

です。既に頂いた報告書は厚労科研のサイトのほうで公表させていただいています。非

常に充実した整理報告をいただいたと思っています。 
あとは男女別トイレの話は内藤先生に行っていただけるということだったのですが、
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その後ボツ連絡なので無理かなという感じがしています。 
今後の予定の確認は 8 月 27 日と 10 月 15 日だということです。そして、くれぐれも

お願いしたいのが 10月末日の報告書の締め切りです。これは絶対に徒過が許されないの

でよろしくお願いしますということです。 
それでは最後に井村さんに、法学ワーキンググループだよりというか、進捗状況のご

報告を、ある程度内容を盛り込んでお願いできればと思います。 
井村：画面を見えていますでしょうか。 
三柴：右下を 150 ぐらいまで少し大きくできますか。 
井村：時間も押しているところすみません。 

学会報告のための法学ワーキンググループということで通算 6～7回行いまして、その

間に学会のシンポジウム担当者の間でも議論をさせていただきまして、大まかなところ

をまとめたものになります。 
この目的ですけれども、安衛法の本来的目的である労働災害の発生の予防とそれから

快適な職場環境の形成ということを踏まえて、安衛法自体はそういった予防のための法

律です。それは本来的にはもちろん行政の監督によって執行されるものですけれども、

そこについて裁判も使うことができるようにというところで、安全管理体制を整備する

ための仕組みを安全配慮義務の一内容として構成することができないかということで、

そのリスク管理に対する責任の明確化と、民事訴訟を通じた救済可能性を探るという趣

旨で報告をする予定です。 
時間もないので大雑把な話になりますけれども、安衛法の立法趣旨と履行確保におけ

る問題点というところと、安衛法自体の変化の話がございます。それから、安衛法の私

法的効力と安全配慮義務は既によく議論されているとおりですけれども、安衛法自体が

監督取締法規で制定されているということで、その規定が公法上の義務を定めたものと

なるということは、民事的救済に際して直接参照することを想定したものではないと。 
ただ実際には、安全配慮義務の内情を検討していく上で安衛法の規定が活用されてい

るというのが、損害発生に関する予見可能性という点について安衛法が一定の規定を設

けているというふうに理解することができるのではないかと。ただそれは安衛法違反が

必ず安全配慮義務なり注意義務なりの違反となるとは限らないので、そこには何かしら

の因果関係が重要になってきます。逆に言うとその因果関係がなければ安衛法の規定に

反していたとしても、そこから事業主の責任を追及することはなかなか民事訴訟法上で

は難しいということになります。 
そういう中で、安衛法の規定というのはあくまでも一般的な予見可能性について明ら

かにするものであるということです。ただそれは既に確立された規定が条文化されてい

るというところになりますので、確立されていない新しいリスクに対応するにはどうし

たらいいか、その辺の対応を迅速かつ柔軟に行うための仕組みをどうするかというとこ

ろで性能要件化などが出てきています。それが安衛法の変化というか方向性ということ

です。 
その辺の予防的な価値をということを考えたときに、具体的な規定そのものというよ

りは安全管理体制を整備するというところを履行していくことが重要で、それを履行し

ていく中で、当該事業を展開していく上で生じるリスクについては事業主自身がある程

度予見する可能性を認識することができるのではないかと。そういう認識があるにもか

かわらずしっかりと体制整備をしていないのであれば、そこを捉えて救済の可能性とい

うのを提供していくことが可能ではないかというふうに考えています。 
その義務というのを、今回、安全管理体制整備義務と言っておりますけれども、本日

の最初のほうで三柴先生がオーストラリアの事例を紹介した際に、リスク創出者管理責

任という言い方をされていたかと思いますが、そこと考え方は基本的には似たようなと

ころです。要は、事業主が事業を展開していく上で、その事業を展開していく上でのリ

スクというのは当然事業主自身が把握すべきであり、それは法律の規定に基づくことも
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もちろんですけれども、それ以前に PDCA なり、さまざまなリスク管理手法を用いて行

っていくということが必要になると。安衛法はそのところで一般的なリスク管理に関し

て制度を設けていますから、そこを遵守することを前提としつつ、その体制整備という

ことを安全配慮義務の一内容と考えることができるのではないかということになります。 
その上で、安全管理体制整備義務というのを民事救済法理との兼ね合いでどのように

やっていくかということにつきましては、損害賠償や履行請求、就労拒否というような

場面においてこの管理整備義務とその民事的な救済の可能性というものをもう少し整理

して探っていく予定となっています。 
とりあえず以上ということでよろしいでしょうか。 

三柴：ありがとうございました。 
以前に学会報告準備で頂いたお話よりも、後段の判例の調査整理と筋立ての整理を進

めていただいた感じがしています。筋道自体はだいぶすっきりと示していただいている

感じがしますけれども、引き続き補充できる、肉付けできる情報があればお願いしたい

と思います。 
あとは立てた筋道の周辺部分についても、質疑応答の過程でいろいろと突っ込みが来

る可能性はありますから、不法行為法との関係をどうするのかとか、要するに立てた筋

道の周辺について何かごちゃごちゃとマニアックな質問が来てもなるべく正面から答え

ていただけるように。ただし、その筋道から外さないようにというラインで答えていた

だけるように、ご準備をいただければと思います。 
そのようなことで今日は終わりたいと思うのですけれども、何かこれは最後にという、

それから柳川さんに判例情報の肉付けお願いしているのですが、あれの進捗はどのよう

な感じですか。 
柳川：申し訳ありません、他の仕事が入っていて手が付けられていないので、今の仕事が

終わりましたら大至急、全力で書きます。 
三柴：分かりました。よろしくお願いします。 

それでは最後にこれはというところがあればおっしゃっていただきたいのと、もしな

ければ鎌田先生と畠中先生に一言頂いて締めたいと思います。 
鎌田：一言ないのですけれども、いつものことながら本当に充実した研究会で私としては

学ぶことも多かったと思います。今年度ははっきりと最終締め切りがありますので、私

も含めて一生懸命に頑張っていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。 
畠中：最後に一言と言われてもなかなかあれなんですが。 

今の発表で気になったところがあるものですから少し教えていただきたいのですが、

労働基準法 13条プラス労働安全衛生法第 1条、そしてドッキング規定という部分があっ

たのですが、これはどういう意味なのでしょうか。 
井村：これは私に対する質問ですね。 

ドッキング規定と一般的に言われていたのは、安衛法 1 条の規定が労働基準法と相ま

って安全管理体制とか安全衛生の要望とかそういったことを目的としているという規定

を受けて「労基法と相まって」というところで、労基法 13条が労働条件に関する最低基

準を設けているからというところがドッキングして、だから「相まって」というのが

「ドッキングして」というふうに一般的に解釈されているというふうなそういう話だと

思ったんですけれども。 
畠中：それはそのように解釈すべきだという先生のご主張ですか。 
井村：いえ、一般的にそのように解釈されてきたというお話でしたけれども。 
畠中：多分、一般的にというと一般的ではないのではないかと思いますが。 
井村：今はですよね。 
畠中：要するに、労働安全衛生法の第 1 条で「労働基準法と相まって」という言葉があり

ます。そして労働基準法の第 42条で「労働者の安全および衛生は、労働安全衛生法の定

めるところによる」と。これがお互いそれぞれの法律が腕を伸ばして、そして私のこの、
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映っていませんけれども……。 
井村：そこの部分で言葉足らずになっていますけれども、要するに、今私が言ったような

ドッキングというのが、結局のところは行政的監督のための規定であり、必ずしも法的

効力を考えていく上でドッキング的な要素というのは入ってこないというそういうこと

であったかと思うんですけれども。

鎌田：鎌田です。今、私の理解では確かにそういう主張をされている方はほとんどいない

のではないかと思うのですが、学会のときには、かつて学説をきちんと提唱されている

方がいるのでその学説の出典を明記すればよろしいのではないかと思います。

畠中：先ほどの話の続きになりますけれども、要するに、立法当時の考え方というのは

安衛法それから労基法からそれぞれ手を伸ばして握手をすると。これでもって安全衛生

法は労働基準法と一体のものであるということが法律的にも明らかにされたと。それに

より、労働基準法で定める労働憲章的部分は、労働安全衛生法の施行にあたっても基

本とされなければならないし、安衛法と労基法とは一体的な運用が図られなければな

らないということが明らかにされているわけです。

鎌田：畠中先生、ありがとうございます。それは 13 条を意識した規制ではないのですよ

ね。

畠中：直接意識したものではないです。

鎌田：そこがだから多分、13 条とリンクする説があるということですね。 
畠中：はい。だから、先ほどの発表を聞いていて、労基法 13 条プラス安衛法 1 条、そして

それがイコール、ドッキング規定だという部分があったものですから、おやと思ったの

です。

井村：分かりました。しっかりと整理してまとめていきたいと思います。どうもありがと

うございました。

三柴：ありがとうございました。

それでは本日の議論はこれで終了したいと思います。本当にどうも長時間ありがとう

ございました。

鎌田：ありがとうございました。

井村：ありがとうございました。



新厚労科研安全衛生法学プロジェクト 
第３回（通算第２７回）会議開催要項 

 
２０２２年８月２７日（土曜）１３：３０～１７：３０ 

於）Zoom 
 
１ 報告書執筆上の留意点（概ね再掲） 
 ・項目「関連規定」の趣旨について 
 ・現場のリアルが見える体系書。判例、実例、運用実態を徹底的に重視する。 
 ・運用実態（適用の実際）については、先に共有した行政官・元行政官向けの調査結果を

引用する。 
 この項目は、基本的に監督行政の条文運用実態や、規制対象による履行状況を記す項目で

あり、履行支援のためのガイドライン等は、「内容」欄に示す。 
 引用方法 
令和２年度本研究プロジェクトによる行政官・元行政官向け法令運用実態調査（三柴丈典

担当） 
とする。 
その他、厚生労働省労働基準局監督課「労働基準関係法令違反に係る公表事案」、裁判例、

労働者健康状況調査等を参照のこと。 
 ・技術的な用語、法的用語について、用語解説を徹底する。 
 ・平易な表現に努める。ただし、先ずは情報の洗い出しを進め、表現の工夫は後に行う方

法も可。 
 ・技術的な用語の解説について：謝金を出せるので、やりとりの経過を記録して、ある程

度まとまった段階で、担当アシスタントの早川さんに送って下さい。 
 ・現段階で報告書にみられる問題点と改善方法 
 1）報告書冒頭の要約部分に、執筆テーマ（～について書いていきます）や解説対象条文

の内容をそのまま書いておられる方がおられます。調査して判明した事柄の要約を記載し

て下さい。 
 2）関連条文の欄には、解説対象条文の下位の政省令・通達のみを書いている方がおられ

ます。他の分野の法律（建築基準法、健康増進法、化審法など）で、同じ問題に規制をかけ

ていて、適用の重複が生じる可能性がある規定を記載して下さい。 
 3）適用の実際の欄に、履行支援のためのガイドラインや行政による案内のみを書いてい

る方がおられます。監督官らによる運用実態を記載して下さい。 
 4）関係判例の欄の記載が乏しい例がみられます。解説対象条文に直接言及していなくて
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も、規制の趣旨に関わる判例を積極的に採り上げて下さい。 
 5）私法上の効果の欄の記載が乏しい例がみられます。直接その条文に違反した場合の民

事救済のみでなく、被災者が加害者側の落ち度を追求する際に援用する可能性を考え、いろ

いろな当事者、関係性を多角的に想定して論じて下さい。 
 
２ 適用の実際の執筆例 
 第 14 条について（三柴） 
 
３ 研究経過報告 
【逐条解説】 
 三柴（1～5） 
  未了（現在遂行中） 
 大藪＋近藤（6～9：労災防止計画） 
  大藪報告、災防計画策定関係者へのインタビューを踏まえた加筆修正は完了。三柴によ

る要約の加筆修正は未了。 
 三柴（10～19 の 3） 
  未了（現在遂行中） 
 原（20～21）（＊語り部情報追加）、 
  本論の報告は完了。適用の実際、語り部情報の加筆、三柴による要約の加筆共に未了。 
 佐々木（22～25 の 2）（＊）、 
  本論の報告、語り部情報の加筆は完了。三柴による要約の加筆は未了。 
 森山（26～27） 
  報告完了。三柴による要約は未了。 
 石崎（28～28 の 2）（＊） 
  報告、三柴による要約共に未了。 
 三柴（29～32） 
  報告、要約共に完了。 
 淀川（33～34 条）（＊） 
  報告完了。三柴による要約は未了。 
 森山（35～36） 
  報告完了、三柴による要約は未了。 
 井村（37～41）（＊） 
  報告は半分ほど完了。その部分の三柴による要約は完了。残る半分と語り部情報の加筆

は、報告、要約共に未了。 
 森山（42～44 の 2） 
  報告、要約共に未了。 
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 淀川（44 の 3～54 の 6） 
  報告、要約共に未了。 
 長谷川（55～58）（＊） 
  報告、三柴による要約共に完了。語り部情報の加筆、三柴による要約の加筆は未了。 
 阿部（理）（59～63）（＊） 
  報告は 2/3 程度完了。初年度からの修正箇所の要約への反映は未了。 
 石崎（64～68 の 2）（＊） 
  報告はほぼ完了。三柴による要約もほぼ完了（修正の反映は未了）。 
 吉田（69～71 の 4） 
  報告、要約とも未了。 
 大藪、只野、近藤、三柴（72～77） 
  報告及び三柴による要約共に完了。 
 南（78～87）（＊） 
  報告は概ね完了。三柴による加筆修正の要請への対応、語り部情報の追記は未了。三柴

による要約はほぼ完了。 
 鎌田・田中（88～100） 
  報告は概ね完了。三柴による要約も概ね完了。 
 大藪・近藤（101～103） 
  報告完了、三柴による要約は未了。 
 吉田（104～105） 
  執筆者交代。報告、要約共に未了。 
 森山（106～108） 
  報告完了、三柴による要約は未了。 
 大藪・近藤（109～115） 
  概ね報告完了、三柴による要約は未了。 
 
【横断的検討課題】 
 ・性能要件規定の是非と射程（三柴） おそらく× 
  未了。旧安衛則に関するメモのみ作成済み 
 ・安衛法・規則の名宛人と保護対象の整理（笹井） おそらく○ 
 ・建設アスベスト訴訟の意義～安衛法の保護射程～（） 
 ・作業関連疾患の予防（三柴） おそらく× 
  未了。 
 ・罪刑法定主義と安全衛生の確保の関係（北岡） ○ 
  報告は概ね完了。三柴による要約は未了。 
 ・「危険のおそれ」（原） ○（昨年の労働法学会報告テーマ） 
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  労働法学会用の原稿は脱稿済み。三柴による要約は未了。 
 ・発注者の責任、派遣労働者の安全衛生管理（近藤（ただし、発注者の責任が優先） お

そらく○ 
  未了。 
 ・化学物質管理（森） ○ 
  報告、要約共に完了。 
 ・法定健診制度（森） ○ 
  報告、要約共に完了。 
・中小企業の安全衛生管理（高木） 

  完了。研究書掲載の適性について要検討。 
・雇用類似と安全衛生政策（北岡） おそらく○（労働法学会報告テーマ） 

  報告、要約共に未了。 
 ・安衛法の私法的効力（井村） おそらく○（労働法学会報告テーマ） 
  報告、要約共に未了。 
 ・産業ロボットへの接触に関する規制（藤森） × 
  報告は完了しているが、体裁整備と内容の深化が必要。 
 ・SDGs と労働安全衛生（永田） おそらく× 
  未了。現在、別の厚労科研プロジェクトで調査中。来年度のプロジェクトで報告書提出

予定 
 ・特別規則の成立経緯、趣旨と基本構造、統合の可能性 おそらく× 
 （衛生関係：藤森、安全関係：浅田） 
  藤森報告書：体裁整備が必要 
  浅田報告書：用語解説・図示が必要 
 ・事務所則における男女別トイレの是非（内藤） × 
  提出されるか不明。 
 
４法改正提案等の検討 →○の可能性あり 
・行政官・行政官 OB からの提言にかかる検討 
先に実施した各都道府県労働局、主要監督署、関係団体に勤務する行政官・行政官 OB を

対象とした調査で示された要検討事項と法改正提案について、個々に検討する 
推進担当：森山 

 
５ 今後の予定の確認・調整 
 
１０月１１５５日日（土曜） １３：３０－１７：００ Zoom 
１１月１２日（土曜） １３：３０－１７：００ Zoom 

－3326－



 
 
 ＊参加できない方には、個別に Zoom で進捗状況の報告を録画し、会議で視聴させて頂き

ます。 
 
 分担研究報告書の締め切り 
 １１００月月末末日日  
 研究代表者において、約２０名分の分担報告書をチェックし、やりとりさせて頂く必要が

あるため、期限厳守をお願いします。 
 
 

－3327－
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三柴：分担報告書の提出締め切りが 10 月 31 日ですので、分担報告をされる方の内容に影

響を与えるという意味では、今回が最後の機会になります。従って、私も終わってない

んですけど、まだ終わってないという方におかれても、現在の進捗状況と方向性につい

ては簡単にお伝えいただいて、最後の微調整を図るという作業を中心にしたいと思いま

す。 
足かけ 4 年近くにわたって、この研究会を続けさせていただいてきました。おかげさ

まで、だいぶ重厚な報告書になってはいるんですけれども、まだこのプロジェクトとい

うか、このプロジェクトから生み出そうとしている体系書を差別化させる、今までなか

ったものにさせるという意味で、その最後の詰めが不十分という面を感じております。

特に適用の実際がどうか。法令の解説だけじゃなくて、法令がどう使われているかって

いうところの生々しい解説が、このプロジェクトの真骨頂ともいえます。そのために実

務に詳しい先生から立法に携わられた先生までおいでいただいているということですの

で、分担報告者におかれては特にその点を留意して最後の詰めに入っていただきたいと

思っています。 
早速ですけども、会議開催要項をお示しして、いつもどおり議事を進めたいと思いま

す。 
今の話の延長のようにもなりますけれども、あらためて報告書執筆上の留意点を振り

返りたいと思います。 
まず関連規定については、毎度言いますように、単に対象条文の下にある、ひも付い

ている政省令を書くというだけではなくて、その条文と同じような問題についてバッテ

ィングしそうな安衛法上の他の条文であったり、他の法律でバッティングしそうな条文

などを挙げていただきたいと。建築基準法であったり船員法であったり、さまざま似た

ような問題に関係しそうな他の法体系の規定があると思うんで、そういうものを挙げて

くださいということをお伝えしております。 
それから、何度も申し上げますように、現場のリアルが見える体系書にしたいと。そ

うしないと意味もないし売れないしということになりますので、判例、実例、運用実態

を徹底的に重視していただきたいということであります。これは何度も申し上げてるん

ですけども、きょうは法第 14条について私がどう書いたかっていうことをお示ししたい

と思いますので、それをもってよりリアルにご理解をいただければと思っております。 
その中で、先に共有した行政官等に向けた調査結果を引用していただきたいというこ

ともお伝えしておりますけれども、私自身作業してみて、この調査結果は割と端的にそ

の条文の性格を物語っているなという感じはするんですけれども、やっぱり回答者側が

慎重になっていることも結構あって、いまいち情報を出してくれてないなという感じも

する。むしろ労働調査会の送検事例とか、その関係判例とか、そういうもののほうがリ

アルな情報になっている感じもするので、そういったところから情報を拾っていただき

たいということをあらためてお伝えします。 
それと、論外なのは、適用の実際なのにガイドラインなどをそのままベタ貼りしてい

るっていう例です。これは、ガイドラインなどっていうのは法令の内容を示すもの。法

令の、いわば解釈例規みたいな性格を持っているので、法令の内容を解説する際に書い

ていただきたいけれども、適用の実際というのは、そういったものが現場で、じゃあ実

際どう使われているのかと。現場にある数多の違反に全部法令適用してるわけはないわ

けなので、そのさじ加減ですよね。こういったもの、こういったところで危ないなと思

うと、こういう条文使ってるとか、そういった機微をきちっと示していただきたいとい

うことであります。 
それから何度も申しますように、技術的な用語、法的な用語、素人は分かりにくいな

と。あるいは、他分野の方だと分かりにくいというものについては、徹底的に子どもに

諭すように用語解説をしていただきたいということをお願いしております。とにかく、

自分の専門分野の用語が当たり前だと思わないでいただきたいということですね。専門
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外の方、あるいは専門家でない方にも分かりやすい表現に努めていただきたいというこ

とです。それでいて深みのあるものを書いていただくことが重要です。 
それから、もうこれは今さら言ってもしょうがないんですけども、技術的な用語の解

説については、まずこの研究班の方にお聞きして、それでも分からないという場合はご

自身で専門家を当たって頂きたい。詳しい解説をいただいたら謝金を出すということは

できます。 
それから、ここまでの提出された報告書で見られた問題点と改善方法について、あら

ためてお伝えしますと、まず報告書の冒頭の要約部分ですけれども。これはもう、正直

怒りも感じたんですけど、その解説対象の条文の内容をそのまんま書き写してるような、

それをもって要約としているっていう方がおられました。そうじゃなくて、調べた結果

分かったことを端的に書いてくださいということなんですね。それが要約の趣旨であり

ます。 
では次に、適用の実際の執筆例について、私からお伝えをしたいと思います。ちょっ

とすいません。風邪気味なもんですから、話が泳いだりお聞き苦しい点があると思いま

すけれども、ご海容いただければと思います。 
先ほど、メーリングリストで共有させていただいた資料がこれですね。 
これは、いろいろ担当してる条文のうち、法 14条について適用の実際をどう書いたか

というのをお示ししたものです。法 14条は、主に作業主任者の選任について定めた条文

であります。実際、この作業主任者選任義務違反が監督行政で指摘されることは多くっ

て。ここにありますように、私どもで行った行政官等向けの調査でも、この 14条に関す

る言及は結構ありました。作業主任者が選任されてない場合や仮に選任していても、こ

ういう人を選任したよっていうふうにちゃんと関係者に周知していないような場合に、

この条文の違反を指摘することが多いということが書かれておりました。 
全体の条規の中で、安衛法の条規の中で、この条文の違反指摘が比較的多いというこ

とが、いろんな資料から伺えると。この令和 2 年公表の労基法令違反に関する公表事案

というもので、令和元年からの 1 年間でも送検件数が 9 件指摘されておりましたし、そ

れから令和 2 年の監督年報においては、年間で令和 2 年の 1 年間で。すいません。令和

2 年に報告されている実情ですから、それ前の 1 年間で合計 4,000 件以上が、この条文

違反を。この条文違反で 4,000 件以上指摘したという情報が挙がっておりました。 
こうした全体事情をまず挙げた上で、個別的にどういう問題が指摘されたかという例

を挙げております。まず 1 つ目ですけども、クレーンの横転で一般人が亡くなったとい

うケースであります。ゼネコン A が請け負ったビルの新築工事の現場で、一次下請けの

鉄骨業者の B が派遣した現場責任者の X が、二次下請けの鉄骨建方工事業者 C の従業員

と、それから移動式クレーンのリース業者 D のオペレーターY らを指揮して、D の持っ

てきた移動式クレーンを使って B が、一次下請けの B が製造した鉄骨部材をつり上げて、

この鉄骨建方工事業者の C に組み立てさせておりました。 
これ、結論的に言うと、このオペレーターの Y が一番悪いんですよ。先に進みますと、

午前中、アウトリガですね。クレーンをしっかり固定させるために張り出す鉄の機械が

ありますけど、このアウトリガをしっかり張り出して午前中は作業していたんだけども、

よくありがちな話ですけど、お昼の休憩時にこの交通の邪魔になるからっていうんで、

アウトリガをちょっと引っ込めたんですよね。午後に作業を再開する時に、また張り出

すのを忘れちゃったわけです。そうすると、この移動式クレーンの上が重いもんですか

らバランスを欠くわけですね。作業再開後にジブを旋回させたところでバランスを崩し

て横転して、ジブの先端が歩行中のご婦人を直撃して死亡させたということです。 
実はこのクレーンには、警報装置は設置されておりました。これは、アウトリガの張

り出し状態に応じて、それを超える、その能力を超える半径で作業しようとすると鳴る

という仕組みになってたんだけれども、一応人が段階をセットして使うことになってい

て、その調整をしないと警報が作動しないという構造になっていた。そこがちゃんと調
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整されていなかったから機能しなかったと。結局、どんなに機械が機能を持っていても、

人が無効化してしまうと意味がないって話ですけど、そういうことになってたと。 
また、高さ 5m 以上の鉄骨組立作業がされているのに、それ用の作業主任者が選任さ

れていなかったと。要するに、人がちゃんと監視できるような、監視するような形がと

られていなかったということですね。 
この経過を踏まえて監督署はどうしたかというと、オペレーターY らの指揮をしてい

たのに、直接このアウトリガの状態を確認しなかったということで、X がまずかったね

と。それから、直接鉄骨組立作業を請け負って、一番悪かった Y ですけど、その雇用者

でもあったし、これが悪かったということで送致されたと。一部は送致されたというこ

とであります。 
送致されたのが、C を対象に作業主任者の選任義務違反という部分だったわけですけ

れども。恐らく、一次下請けのXのほうは、これは 20条違反ということですけれども、

ちょっと間接的な立場にあったので送検まではせず違反指摘でとどめたんじゃないかな

と思います。 
ただ、この 20条違反で違反指摘にせよされたとすれば、本件、最初に申し上げたよう

に一般人の被災事例なんですよね。だから、一般人の被災事例で安衛法違反で違反指摘

をすると。果ては送検までするということであれば、もちろん、安衛法は事前送検もで

きるとはいえ、これは安衛法が労働者だけじゃなくて一般人も守ろうとしてる規定だと。

特に物に関する、物の危険に関する規定は、そういう趣旨を持ってるっていうふうに解

釈されてもしょうがないかなという感じはします。現場の図はこんな感じだということ

も示されておるわけですね。 
それから次に、鉄骨組立工の墜落死亡災害の例であります。これは 3 階建ての個人住

宅の建設工事の現場で起きた災害なんです。この工事は C が元請けして、鉄鋼組立工事

を A が下請けしておりました。ちょっと面倒くさいんですけども、A が下請けして、C
っていう業者が別途現場に派遣した現場責任者の D っていうのがいて。それから、クレ

ーンのオペレーターの E っていうのがいて。それから、この鉄骨組立工事を下請けした

A の社長がいて、この社長が Y っていう人なんですけども、この人が現場を指揮してい

て。それから被災した X と、その同僚 F がいると、こういう現場であったということで

す。現場には、このメンバーで合わせて 5 人、人がいたということであります。 
この X さんは、鉄骨組立工事業者に雇われてたか、そこの専属の一人親方かという人

でありまして。この現場でも鉄骨のボルト締め作業を担当しておって、まず基礎工事か

らもうだいぶ、材料はもうそろって、角材なんかもきれいにされていたものをただ組み

立てていくっていう、そういう状態になっていたかと思うんですけど。基礎工事からど

んどん積み上げて、建物を形成していっていたということで。取りあえず、基礎工事か

ら 3 階までは基本的なところの組み立てを終えて、それから 3 階から屋上に至る階段の

設置作業に入っていたということであります。 
この際に、被災の原因になる話ですけれど、材料を搬入する際に、その建物建設の材

料を搬入する際に使った玉掛のワイヤロープが外されずに残されていたと。このワイヤ

ロープが階段ですね。この階段にくくられたままで放置されていたわけです。この X さ

んは、3 階まで組み上がった建物の梁に跨がって作業していたんだけれども、うまくボ

ルトがはまらない箇所があるからということで、そこにボルトの代わりに番線を使おう

ということで、下からクレーンでその番線を引き上げてもらったわけです。その後に、

そのままクレーンを返してあげればよかったんですけれども、ちょっと理由はよく分か

んないんですが、クレーンの先のフックをまださっきお伝えしたワイヤがかかったとこ

ろにぽんと引っかけておいて、そのまま作業を続けたということなんですね。そしたら、

そのクレーンオペレーターが、クレーンの先が引っかけられているということを、階段

に引っかけられているってことを知らないまんまでクレーンのフックを持ち上げた。巻

き上げたわけです。そこで階段がぐっと持ち上げられて、梁に乗っかっている彼はバラ
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ンスを崩して 10m 以上の上から落ちたということであります。それで死亡してしまいま

した。 
この災害原因を整理すると、結局、墜落防止措置が講じられてなかったと。だから、

ちゃんとハーネスなりベルトなりを着けてなかったし、それからそういったことを指導

する作業主任者が選任されていなかったしという。また、元方に当たる元請け C、業者

C が連絡調整などをちゃんとしていなかったというようなこと。これらが全て重なって、

この不幸が生じてしまったということで。 
所轄の監督署としては、まず 14条違反。その他、墜落危険場所等での危険防止措置が

されてなかったってことで 21条違反等々を指摘して、これはもう死亡事案でもあり書類

送検したということであります。 
安全ベルトについては、支給はされ一般的に着けろという指示もされていたんだけれ

ども、取付設備が設置されていなかったので使いようがないということで、こういう処

理になったと察せられます。 
本件で 14条違反を特に重視した理由について担当の監督官は、この作業主任者の選任

というのは別に小規模事業場だから無理ということでもなくて、単に指定講習を受講さ

せれば要件の実質を満たせるのに、それすらやらなかったということで、人を死亡にま

で追いやったのは悪質だという判断をした旨、述べられております。これも労働調査会

編の本に書いてあることで、ちゃんとその条文の、その使われ方のリアルをかなり物語

っているので、こういうのを書き出さない本ではまるで意味がないというふうに思って

おります。 
さらに 3 番目はとても示唆的だと思います。3 番目が示唆的だと思ったのは、無災害

なのに事前送検した、いわゆる事前送検の例であると。事前送検で 14条違反を使ったっ

ていうのが、非常に驚きということで挙げております。 
このケースは、管轄署の管内に他の箇所から新しく移転してきて、まだ新参者の業者

があって、それが主にパンチングメタルを製造する会社であったと。小規模な会社で、

代表を含む家族と、その他の人を含めて 9人。または、動力プレス機械を 20台も持って

いたという、そういう業者でありました。このパンチングメタルっていうのは、ここに

写真を示しているもので、プレスを使ってパンチをして穴を開けていくような工程で出

来上がる製品であります。 
こうしたものを作る業者で、業者に臨検に入ったところで、いろいろ違反が見つかっ

たと。1つには、プレス作業主任者が選任されていない。1つには、労災保険に入ってな

い。1 つには、特定自主検査をやってないと。これはプレスのような特に危ない機械に

ついて、資格のある者に自主的に自分たちで検査をさせ、その結果をちゃんと保存して

いくというものですが、これがされてないと。それから、機械の危ない部分にカバーが

設置されていない等々の違反が認められたので、取りあえず初回ということで是勧で済

ませたわけですね。是正勧告にとどめたわけです。 
しかし、その 5 カ月後にも、こうした違反は現に労災を招きかねない、危ないという

ことで、5 カ月後にももう一度再検査をしたところで、労災保険に入る以外は全く改善

されていなかった上に、代表が開き直ってたと。「法律どおりにやってたら仕事になら

ん」と述べた。この段階でも是正勧告にとどめたんですけども、その 5 カ月後に監督し

ても、やはり改善していなかったということで、これはどうにもなんないからっていう

ことから管轄署としては、法人 A と代表 Y を安衛法 14 条違反、61 条違反で送致したと

いうものであります。 
この仕事を担った監督官は、この事業場で用いられていたプレス機械自体はよくでき

たもので安全性高いということは認められるんだけれども、しかしこのまま放置した場

合には、金型の取り付けとか取り外しなどの危険なタイミングというのがある。そうい

う時に、やはり災害が生じてしまうんじゃないかということから、こういう措置をとっ

たというふうに述べているわけであります。 
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これ、ちょっと俯瞰（ふかん）して見ると、私がもし事業者の立場だったら、こうい

うことを言うの分からんでもないなっていうのはあるんですよね。非常に高い機械を整

えて、買って、それで安全性も高いと。中小企業だし、何でもやれるわけじゃない。コ

ンプライアンスっていったってですね。そういう中で、高い機械買っただけで十分じゃ

ないかと。あとは分かる人間が、何も資格なんか取らなくたって自分らがプレスに慣れ

てれば、本当に危なさそうなところは分かるはずだというような感覚でですね。あれも

これも 100％コンプライアンスなんて指導してくるなっていう感覚だと思うんです。も

う、多分彼からすると、中小企業いじめみたいな監督やめてくれっていう、多分そうい

う感覚だと思うんですけれど。 
しかし、監督官が珍しく事前送検をしたというのは、彼の開き直りの態度も気に入ら

なかったのかもしれませんけど、実際予防ということを考えた時に、極論ですけど、こ

のケースで災害が、ほったらかした結果災害が生じなかったとしても、安全の秩序を保

つために、ここは一発けじめをつけておかないと周りに示しがつかないというか、そう

いうことも考えたのかなと。いいモデルになり得るということも考えたのかなという気

もします。 
確かに危ないタイミングで災害が生じるかもしれないという指摘はあるかもしれない

けど、ちょっと方便的な気がするんですよ、私これ。だから、ルールを守る姿勢を見せ

ろやっていうことを言いたかったのかなっていう感じも何となくするんですね。これだ

けたくさんの機械を使ってる事業者だし。 
それから関係判例、1 つだけご紹介して終えたいと思うんですけれども。 
刑事のほうは、むしろ別の条文の関係で取り上げたほうがよさそうなものが 1 件あっ

ただけで、民事のほうで示唆的なものが見つかりました。岩瀬プレス工業事件っていう

ケースなんですけれども。これもほんと悩ましいなと思ったケース。だから、取り上げ

る意味があるなと思いました。 
中国残留孤児 B さんの息子の X さんが被災者なんですけれども。日本国籍をもらって

7 年後に、あるプレスメーカーで働き始めたと。もっともプレス作業自体は前から経験

があったということであります。それもちゃんと光線式の安全装置を備え付けたプレス

機械を使った経験が、別の会社で使った経験がありました。従って、このヨウカンって

いうのが本件の 1 つのポイントになるんですけど。ヨウカンっていうのは、このプレス

機械の金型を置く下の台に当たるものです。ここで高さ調節をするという役割も持って

るわけですけれども、このヨウカンの高さを変えたりした場合には、実は光線型の安全

装置が利かなくなるゾーン、エリアができちゃうっていう問題があるんですよね。 
光線型の安全装置っていうのは、要するに光線をこう通していて、X 線みたいに。そ

れで、そこを超えたりすると機械が自動的に止まるようにできてると。あるいは、別の

方式の安全装置は、両手で触ってないと機械が作動せず、そうしないと機械が止まると

いうような形で、指が挟まれたりしないように設計されてるというものなんですけれど

も。 
もう一度言いますと、このヨウカンの高さを変えた場合に、光線による安全装置が働

かなくなる隙間みたいなものができちゃうんですね。従って、そうならないように安全

装置を調整しないといけないということになるんですけれども、このケースではそうし

なかった結果被災したっていう、そういう経過があるわけなんです。 
この被災者は、この会社に勤める前に、ヨウカンを取り替える場合には安全装置の高

さ調節が必要になると。そうしないと機能しない部分ができてしまうっていうことは分

かってたわけなんです。そういう人だったんですね。採用された時にも、プレス作業の

経験があることと、金型を自分で取り替えられるっちゅうことと、プレス作業の危険性

については認識しているっていう話があった。だから採用したということだったわけで

すね。彼を雇った会社では、ちゃんと法定の資格を持つ人が作業主任者として選任され

てはおったわけです。 
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問題の被災の日なんですけれども、この災害の日は、法定の資格を持った人が出払っ

てていなくて、その人の代わりに D さんという人、この人もプレス詳しいんですね。詳

しいんですけど、法律で定められた資格は持ってないと。この人が工場で指導・監督を

しておったわけです。で、くだんの X さんなんですけど、作業中に金型とヨウカンを取

り替えたんだけれども、例によって面倒くさくってって忘れてたか、光線式の安全装置

の取付装置をちゃんと調整しないままで休憩に入った。 
午後の作業再開に当たって、割と詳しい D さんに対して、プレスに割と詳しい D さん

に対して作業開始の許可を求めたら、ちゃんと正しい位置に安全装置を合わせろという

ふうに。それから作業を始めろというふうに指示されたんですね。求められたんです。

しかしそれをぶっちしてですね。多分そこはもう面倒くさかった。で、ぶっちして、一

部安全装置が機能しない状態のままで、さらにそこから右手を差し入れて機械を作動さ

せたので、結果的に指を挟まれてしまって、人差し指と中指の 3 分の 2 ほどが欠けてし

まうという大きな障害を負ったわけであります。 
指がちょん切れると、単にそこの機能が欠損するだけじゃなくて、もう右の上肢が麻

痺して運動性を失うとか、他にもかなりの神経障害を生じるようで。要するに指がなく

なるっていうだけでは済まないということのようです。評価としては 6 級の障害に至っ

たわけであります。 
じゃあ、このプレス機が悪いかという、機械の問題かっていう設備災害なのかってい

うとそうではなくて、この災害を起こした機械は、ちゃんと構造規格上安全プレスだと

いうふうに認められたものでありまして。どうしてもヨウカンを取り替えることで起き

る隙間については、人が操作してカバーしないと安全性を担保できないというものであ

るわけです。そういうものだったとしても、そういうものであったとしても仕方ない、

安全なものと認めるという前提にしていたわけなんですね。だからやはり残存リスクと

いうのは、機械においても、どんなに発達した機械においても残るということでありま

して。機械としてやれることはやってたっていう評価であったわけです。 
本件を受けて江戸川労基署が労災認定をするとともに、本件で被災時に作業主任者に

仕事をこなせなかった、要するにちゃんと監視し指導させてなかったってことで是勧を

行ったっていうことです。これ、私に言わせると、じゃあ法定の作業主任者がいたから

といって D 以上の仕事ができたかっていうと、極めて疑問な気がするんですけど、形と

しては、そう付けざるを得なかったっていうことじゃないのかなと思うんですね。 
さらには、これどう考えても、私は X に同情できないんですけど、X としては労災だ

っていうことで Y との間で金払えっていう補償交渉を始めたわけです。Y としても、何

でおまえなんぞにっていう。自業自得やろうって思いがあるから、補償交渉がうまくま

とまらないわけですね。 
結局、少しなら金払うよっていうことで収まった……失礼。お金の問題が収まる前に、

彼がどんどん会社との関係も悪くなって、何かふてくされるようになって辞めてっちゃ

うんですよ。辞めた後にお金の問題だけ交渉して、結局会社としても 70万なら払うって

いうことで折り合ったということなんですが。示談したはずなのに、また訴訟を起こし

たっていう人なんですね。ますます私は X には全く同情ができない。 
判決どうなったかっていうことですけれども。結論的に、民事事件としての本件の収

め方は、裁判所による収め方は、確かに Y の賠償責任はあったけれども、本件では片付

いているという、そういう判断で。結局 X を結論的には救ってないんですよ。やっぱり

裁判所としても全く同情できなかったんじゃないかという気がします。しかし、Y 側に

もやるべきことやってなかったっていう叱りおきはしないといけないという腹だったと

いうことがうかがわれるんですけど。 
まず、法の 14 条と安衛則の 28 条ですね。そして 134 条が本件では適用が問われると。

この 28条というのは、ご案内のとおり、安全装置などの有効性を保持しとけということ

を事業者に求めていて、134 条っていうのは、これは作業主任者にさせる仕事として安
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全装置の点検とか異常への対応などがあるよっていうことを書いている。そういう条文

であります。これが本件でどう使われるかということになるんですけれども。 
結局、裁判所が言うには、というか会社側の主張は、もう口で言ったほうが早いと思

うんですけど。会社側の主張は、作業主任者、法定の作業主任者はちゃんと置いていた

し、それから作業開始する前に、特にその日の作業を開始する前にちゃんと点検させて、

安全だということで使わしてたんだと。だから特に法違反はないんだっていう主張をし

たんですけれども。しかし裁判所は、これらの条文の解釈の仕方として、やはり危険作

業をさせてるその場に法定の作業主任者がいなきゃいけなかったんだと、こういう解釈

をしているんですね。これらの条文およびその解釈は、安全配慮義務の一内容を構成す

るということになるので、本件では Y 側がちゃんと作業主任者を活用していなかったと

いう点で安全配慮義務違反になるのはやむを得ないということを言っております。他に

もごちゃごちゃ書いてますけども、今口頭で説明したとおりなんですね。 
しかし、過失相殺を判決は認めておりまして。一番強調したのは、結局のところ D か

ら、法定の作業主任者ではないけれどもこの D さんから、ちゃんと午後の作業再開に当

たって、ちゃんとヨウカンの高さに応じた安全装置の調整をしなさいね。それからちゃ

んと作業再開してねっていうふうに指示を受けてたのに、ぶっちしたでしょうと。それ、

あんたのせいやんということで、何と 8 割の過失相殺を認めてるわけです。 
しかし、残りの 2 割でもってしても彼の障害が重かったので、確か 400 万とか、その

ぐらいの金額は取れたわけなんですね。しかし、それも示談によって 70万もらって済ま

すっていうけじめがついていたので、もらえないっていう判断になっておりまして。確

かに示談も、その場で慌てて、脅された等の背景があってさっと話をまとめちゃったみ

たいな経過があれば救われる、後で見直される、裁判で見直されるってことはあるんで

すけども、しかし落ち着いてちゃんと示談をした経過が。何年もかけてもめて話して落

ち着いて示談した経過が本件ですから、本件の場合蒸し返すっていうのは、ちょっと認

められないということで、最初っから裁判やるんだったらやってればもっともらえたっ

てことは認めつつも、しかし本件ではもうけじめがついてるから、それ以上払う必要は

ないということで終わったわけなんですね。 
このように、これは民事ですから、もちろん参考の仕方っていうのは限られてはきま

すけれども。しかし、法 14条がどのように運用されてるかっていう生きた情報は、かな

り提供してくれてると思うんですね。こういうことを積極的に盛り込んでいっていただ

きたいなというふうに思っているわけです。また、そういう情報がなければ、ほとんど

意味がない本になってしまうんじゃないかということであります。 
ではあらためて、開催要項のほうに戻りたいと思います。 
では、研究経過報告。これが実質最後、意味のある確認としては最後になると思いま

すので、心してご対応いただきたいと思いますけれども。各人にお願いしていきたいと

思います。 
まず、逐条解説、1 条から 5 条と 10 条から 19 条の 3 ですけども。今一部お示しした

とおりで、私自身が今、現在遂行中であります。 
それから、6 条から 9 条は、これはもう終わっていると。私が要約を加筆修正できて

ないだけで終わっております。 
次に原さんから 20 条、21 条の語り部情報を中心に、どういう経過になっているかっ

ていうのを教えてもらいたいと思いますけども。こうやって適用の実際関係の情報を調

べてると、20 条、21 条あたりいかに大変かというのが、よく分かります、これ。ひも

付く省令も多いですし。現に、監督指導の摘発例も非常に多いですね、これ。だから大

変なのは分かるんですけど。まあ、重要なものをピックアップして。全部載せようとし

ないで、重要なものをピックアップして、大体どういう問題が起こるとこの条文が適用

されるのかっていうことを示していただければということなんですけど。原さん、どう

でしょう。 
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原：原でございます。聞こえておりますでしょうか。 
三柴：はい、聞こえてます。 
原：画面共有のほう、よろしいでしょうか。 
三柴：はい、ちょっと待ってくださいね。共有設定しました。 
原：では、失礼いたします。 

これ、今映しておりますのが 2021 年の分担報告書でありまして。まず基本的には。

ちょっと失礼します。 
ちょっと今後、その分担報告書をどういう感じで執筆していくか、要点だけを書きま

したが。まず、基本的スタンスは昨年度、2021 年とあまり大枠は変わらず踏襲したいと

思います。すなわち、この D の考察と E の結論のとこで示した基本的なスタンスですが、

要は 20 条、21 条の本当の理解というのは、ひも付き政省令ですね。安衛則。藤森先生

がピックアップしてくださったのと関連付けて、なおかつ工場法以来の沿革も踏まえな

がら安全衛生の中核的かつ基本的な条規であることを明らかにするということ。そして、

安衛則に頻繁に用いられている、この「危険のおそれ」という、そういう文言から安衛

法の予防志向を抽出すると。これ、従来の学術的な基本書、実務書、いずれも試みてい

なかったと。本プロジェクトも一番新たな体系書を作る上で必須のスタンスであると心

得ております。 
加筆・修正すべき点、これは適用の実際の部分が……これ、失礼しました。2020 年版

でした。から 2021 年版への加筆・修正の中で、これは見比べていただけると分かりま

すが、玉泉・藤森両先生のご指導、いわゆる語り部情報、そして行政官アンケートの結

果に基づきまして、これ 2021 年からと比較しますと数倍の量に増えまして。本当に

2020 年は、もう恥ずかしくなるほどの内容だったものが、適用の実際が。これですね。

行政官アンケートを反映させた他、ひも付き政省令の一番頻繁に使われる、例えば 101
条等々をはじめ、10 個ほど、12 個ほどの条文をピックアップしまして、藤森先生、玉

泉先生からご指導いただいた、現場の監督官が一体どういうところに着目しながら違反

を見抜こうとするのか。そして、21 条もまた玉泉・藤森両先生のご経験から、どのよう

な点で違反を指摘しようとするか。そういう視点から、この適用の実際を充実化させた

ところであります。 
ただ、読んでて私、あらためて、これ本当にお恥ずかしいなと思いましたのが、肝心

の図説が。図や写真がまるで引用されておりませんで。いや、実は私の報告書は本当は、

ご参加の先生の担当の中で一番図・写真を引用してなくちゃいけないところなんですが、

これが全く全然なっていないということで、今年度の加筆部分はより明確なイメージが

伝わるよう、写真や図を多用させていただければと思います。 
今まで何となくこれ、間違った写真を使って間違ったイメージを伝えてはいけないな

と、若干のためらいがありましたが、もうそんなこと考えていたらいつまでたっても仕

上がりませんので、思い切ってさせていただきますので、ご指導のほどお願いできれば

と思います。 
また、関連規定の調査、これが全く手薄でございまして。三柴先生のご報告を参照し

ながら建設業法等々、重点的に調査をする予定でございます。 
また、最後の考察の部分ですね。安衛則との関連で、有機的にこの 20 条、21 条、こ

れを考察するというのが新しい視点だと申しましたが、安衛則の考察の枠内の、もう三

柴先生お分かりだと思いますんで、この部分に該当条文をちゃんと、きちんと明記しな

ければならないなと感じております。 
以上の他、適宜判例等を追加調査する予定でございます。 
以上です。 

三柴：分かりました。よく分かりました。おっしゃったとおりの加筆・修正点を意識して

進めてほしいと思います。よろしくお願いします。 
ちょっとスピード重視でいきたいので、次に進みますね。 
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佐々木さんは前にも報告いただきましたけど、何か。きょうの話を踏まえて、コメン

トありますか。 
佐々木：これから報告書をいったん示しても、よろしいですか。 
三柴：分かりました。じゃあ、共有お願いします。 
佐々木：これはベースになってるのは、2021 年に提出した報告書なんですが。これまでご

報告いたしましたとおり、私の報告書は 22 条、今ここは 23 条になってますね。ごめん

なさい。 
22 条に関しては、関連の規則、幾つかの衛生規則ですね。特別衛生規則との関係もず

っと書いてきてまして、すでにインタビュー等でお伺いしたことも反映させて書いてい

るので。ここに関しては、送検事例など 22条関連は特別衛生規則との関連で書ける点が

まだあるかなと思いますので、重要そうな点は。今も幾つかは書いてるんですけど。こ

の辺ですね。適用の実際で、書く規則ごとに今、私まとめてまして。例えば、ここは安

衛則のようなものとか、有機則、酸欠則とか鉛則とかですね。こういった一つ一つ規則

ごとにピックアップしてますので、これまた送検事案とかを見ながら適宜加筆をしてい

きたいと思っています。判例に関しても同じように規則が問題になったものが中心とな

りますので、そこはさらに加筆していきたいと思います。 
23 条も同様に、ここは事務所則が中心になるところですが、ここら辺はビル管法とか

の他の法律との関係も関係してくるので、そのあたりも執筆してるところではあるんで

すけども。ここについても、また適用の実際のところで。すいません。この辺ですね。

ここでまた適用事例を挙げていこうかなと思っています。 
ここまではそれなりに書けていて、判例や適用事案の、実際の適用の加筆で中心にや

っていこうかなと思うんですが、24 条から 25 条にかけてが少々進んでないところがあ

りまして。24 条に関しては、特にここは。24 条に関しては、労働者の作業行動の防止

から生ずる危険の防止なので、インタシュー等をしておりましても、あとは資料を探し

ていても、背景となった災害というのは結局のところ、これ重量物の取り扱いとか作業

姿勢なので、背景となった災害のところは、そういった特定の何かがあるっていうこと

ではないと思うので。そのあたりについては、またいろんなガイドラインなどが関わっ

てくる、通達などが関わってくるところなので、その旨を記載しようかなと思っている

ところと。関連判例についても、ここで挙げたような通達が関連するようなものを挙げ

ていこうかなと思います。 
ただ、この点、沿革に関しては立法時の議論とかも調べてるんですが、どういう形で

できてきたのかっていうのが、いまだちょっと分からないところがありまして。ご存知

の先生がおられましたら、お伺いしたいなというのが 24条でございます。適用の実際に

関しては、インタビューでお伺いしたことを書いております。 
25 条の退避のところについてなんですが。ここも背景となった災害と関連判例がまだ

書けていないところなので、ここは加筆するところですが。この点に関しても、ちょっ

と資料が少ないところになってますので、書き方を少し考えていかなきゃいけないかな

と思っているところです。 
最後、25 条の 2 に関しては。ここは 25 条の 2 については、具体的な災害が。背景の

ところ、具体的な災害がありましたので。沿革ですね。この背景となった災害。ここは

25 条と比べて進んでいるんですけども。この事件を中心に書いていって、適用例なども

少し、適用の実際もインタビューした結果を書いております。 
これも関連判例ということで、今のところ 24 条、25 条、25 条の 2 は、特に判例と沿

革。25 条の 2 を除くところの沿革のところがまだ未了となっておりますので、今後はこ

れを埋めるということと、あと先ほど来、先生申し上げておりますように、適用の実際

の送検事案とか過去の事例を洗っていくという作業をしていこうと思っています。 
私からの報告は以上となります。 

三柴：ありがとうございました。これ、全員にお願いなんですけども、その年度に直した
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ところが分かるようにお願いいたします。ここまで何か付けていなくても、ここは直し

たなって分かるところを。正確じゃなくてもいいです。大体でいいんで、何か帯付ける

か何かして。私に提出する時に、ここは直した。前年度の報告から直したとこですよっ

ていうのが分かるようにしていただければと思います。私のほうで要約と言いながら、

集約版みたいなものを作っていっていますので、それを改訂しないといけないからです。 
あとはおっしゃったとおりの方針で進めてっていただければと思います。 

佐々木：はい。 
三柴：インタビューの記事が、もうすでに記載されてるのは心強いところで。多分、佐々

木さんも感じられてると思うんですけど、そういうインタビュー記事とか。インタビュ

ーの声とか、それから適用の実際とかを調べると、その条文の理解が深まるんじゃない

ですかね。 
佐々木：はい。 
三柴：抽象的に紙ベースでものを調べていくにしても、理解が格段に深くなるというか。

安衛法は、経験者からの話を聞いた上で紙資料に当たったほうが理解しやすい法律だと

いうことは、私もつとに感じております。ありがとうございました。 
佐々木：はい。じゃ、共有停止します。 
三柴：じゃあ、森山さんの 26 条から 27 条は終わってるから、いいや。石崎先生の 28 条

から 28 条の 2 について、お願いします。 
石崎：はい。画面共有をさせていただければと思います。これまで、ちょっとこちら、全

然一度も報告できておらず、申し訳ありませんでした。今回、ちょっと進めさせていた

だいたので、内容等々について確認、調査した事項について簡単にご報告できればとい

うふうに思っております。 
まず 28条は、厚生労働大臣が技術上の指針とか、あるいは化学物質の健康障害防止指

針を公表するという規定でございますけれども。ちょっと趣旨は飛ばしますが。 
技術上の指針につきましては、一通り概要等をまとめさせていただいてるというとこ

ろでありまして。一通り確認してみたところ、条文上は中高年齢者の配慮をすることが

求められるというような規定があるわけなんですが。指針の内容を眺めさせていただい

た限り、特に中高年齢者に限定して何か規定を置いているものは、現在出ている指針の

中ではないように思われましたというところであります。 
それから、健康障害を防止するための指針につきましては、かつてはここに挙げてい

るように化学物質ごとの指針が出ていたところ、平成 23年でしたかね。に全ての化学物

質を統合するような形で指針ができまして。それ以降は、その指針の中に物質が追加さ

れていったりしているという状況であります。 
沿革としては、亜鉛法当時から規定されているというところで。労働基準法研究会報

告などの中でも、最低基準の確保は大事なんだけれども、それだけでは災害防止には十

分じゃないというようなことから、また危害防止基準が抽象的で、そこをもっと具体化

していく必要があるというようなことから、この本条が設けられたということが明らか

になっているというところであります。その後、化学物質関係のが追加されたりという

ような形で発展してきているというところです。 
この条文について、ちょっと背景災害がなかなか何というのを挙げられないところで

すけれども、労働基準法研究会報告の中で法規違反が原因となって発生する労働災害と

いうのは全体の 2 割、あるいはそれ以下であるという。最低基準とは別個の観点から行

政努力は必要になっているというような指摘があるので、こちらを今のところは引用し

ています。 
厳密に背景災害といえるかどうかは、やや微妙なんですが、今後追記を検討している

ものとしましては、健康障害防止指針の中の、例えば化学物質で、ちょっと全てを取り

上げるというのは難しいんですけども、例えばクロロフォルムとかですと職場の安全サ

イトでしたっけ。の中で過去の災害事例みたいなものが挙がっているので、そのうち、
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その災害は年月日は書いてないので、実際にこの条文できる前なのか後なのかってのは

分からないところはあるんですが、しかしちょっとそういったものを追記しようかなと

いうようなことを考えたりしているところであります。 
それから、適用の実際ですけれども。厚生労働大臣を名宛人とする規定ということで、

指針公表に至るプロセスで、特に化学物質のほうの指針に関するプロセスを。これも全

て追うことはできないので、1 つ物質を取り上げて追ってみたというのが、今ここで共

有している箇所になります。 
アクロレインというのが令和 2 年の改正で追加されているので、これをちょっと取り

上げさせていただいてるんですけれども。こちら、非常に興味深い。取り上げさせてい

ただいた理由でもあるんですが、面白いのは、動物実験のがん原性試験結果に基づいて、

これ必要だと。指針に追加する必要があるということで追加されたというところなんで

すが。実は、通常この指針に追加する時には、どうやって測定するかとか、そういった

測定方法についても通達の中で示すというのが通常であるわけなんですけれども。こち

ら、アクロレインについては実は測定がかなり難しい物質のようでして。実際測定、全

くできないわけではなくて、測定結果とかも出てるんですけれども、その測定した際に

用いられたものが特注品で。しかし、指針は一般の事業者に対して行為規範を示すもの

でありますので、現状は局長通知に書き込まない形で。要は、測定方法としては決まっ

てはないんだけれども、ひとまず追加するというような経緯をたどっているというとこ

ろでございます。それで、またそれが周知されたということなんですけれども。 
これと加えて、この指針自体の監督っていうのがどうなっているのかという話で。こ

ちらは産業保健法学会のほうでもお世話になってる〓オオクボ〓監督官のほうからお話

を伺ってみましたところ、この 28条の指針に限定してそういう特別の監督ということは

なくて、化学物質を重点対象とした監督指導をやる中で、たまたま入っていればその指

導をするというような、そういう形であるということでした。 
ただ、実際問題、その化学物質が指針に該当するのかどうかとか。また後で出てきま

すけど、そもそもリスクアセスメント義務対象かどうかのあたりの判断ができるかどう

かというところも、かなり監督官の資質によるところが大きいというところであります。

化学物質の健康障害防止指針に関しては、途中から CAS番号が、化学物質ごとに振られ

てる番号が明記されるようになって、そういった特定がしやすくなったという面はある

わけですけれども。実態としては、これを調べる余裕がないことも多くて、その CAS番

号が指針に書かれたことで、あまり大きな変化はないと。何かもう、むしろそういった

化学物質別のいろんな資料っていうのを配布してもらったほうがいいんじゃないかとい

うようなお話を伺っているというところであります。 
それから、関係判例としてちょっと 4 つ挙げさせていただいていて、簡単に概要だけ

ご紹介できればと思うんですけれども。まず 1 件目の判決というのは、労働者のほうが

居眠りをしてしまって、機械と製品にキズをつけてしまったということで、会社のほう

が労働者に対して損害賠償請求した事案であります。 
労働者のほうは、会社のほうが事故防止義務を怠った結果、そういう被害が生じたん

だと主張をしておりまして。その中で、この技術上の指針に記載されてるような安全装

置が、この機械で具備されてなかったというような、こういう主張をしているという事

案であります。 
判決は、事故当時の業界の認識ですとか、この機械装置に一定の保安装置が設置され

てたことですか。要するに、事故防止のための自動停止装置があれば事故起きなかった

っていう話なんですけれども。判決も、実は結構丁寧に認定してまして。20～30 万かけ

れば、完全自動じゃなくても一定程度自動化させた装置は入れられるんじゃないかみた

いなことも言ってはいるんですけれども。そのコストは低廉であるかもしれないってい

うことも言ってるんですが、しかしそれを設ければ作業能率の低下が生じるし、ちょっ

と加工対象となる物質ごとにいろいろ設定変えたりしていると、結果として逆に労働者
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のリスクを増すことになるということで、そういった装置ですね。自動停止装置を設け

る義務はなかったという判断をしているところです。 
結論としては、ただ損害賠償請求権は生じるんだけれども、いろんな事情から減額は

認められるとはしているわけですけれども、こういった判断がされているということで

あります。技術上の指針、あくまでやはり望ましい対応について規定するものですので、

そういった意味で、そこに書かれていることを完全に行っていないからといって、直ち

に安全配慮義務違反になるものではないということが示唆されるところでありますが、

いずれにしても違反になるかどうかっていうのは、その業界の状況ですとか、あるいは

指針記載の事項によってどれぐらいコストがかかったりリスクがあるのかというような

ことが考慮されているということが示唆されるように思われます。 
2 件目は、これは実は、こちらの研究会でも一度ご報告いただいた記憶があるんです

が、製造物責任法の瑕疵（かし）との関係で指針の規定が問題となった事案であります。

問題となった指針は、本条に基づく技術上の指針ではなくて、機械包括安全指針ではあ

るんですけれども、本条に基づく指針と関連して目的を達成するというような指針でも

ありますので。そうするとこの判決で示されてる判断っていうのは、技術上の指針につ

いても適用される部分があるだろうということで取り上げさせていただいたものであり

ます。 
この包括安全基準の指針に書かれているような設備を備えてなかったことで事故が起

きたという事案なんですけれども。こちらの判決では先ほどとは逆で。逆に、むしろ指

針に書いてあることをやっていなかったと。指針に書いてあるような設備を設けていな

かったということ。それが瑕疵に当たるという判断をしています。 
こちらでは、業界において、そういった安全のための装置がやっぱり周知されていた

ということですかね。ちょっと待ってくださいね。ごめんなさい。指針は改定されてた

りっていうことがあったりするんですけれども。1 つ大きな事情としては、業界の中で

一般的だったわけではないんだけれども、望ましい対応としてこの指針に関する情報が

周知されていたということですとか、あとこちらです。欧州においてはインターロック

を標準装備とすることが求められていて、実は輸出向けの機械にはそういった装備をし

ていた。しかし、そういうこと、意味で国内向けもできたわけだけどやってなかったと

いうところなどが、かなり判断に当たって考慮されたのではないかと思われるところで

あります。というところが 2 件目の判決です。 
3 件名は、これも有名なオルト・トルイジンによる膀胱がんのケースですけれども。

こちらはすでに特化則で規制されています。この事件きっかけとして特化則で規制され

てますが、当時は特化則等の規制にないだけじゃなくて、この健康障害を防止するため

の指針一覧の対象物質にもなっていなかったというものであったわけですけれども。結

論として、会社のほうの安全配慮義務違反を認めているという事案でして。そのことか

らしますと、この指針に、指針対象になるかどうかというのは、結局安全配慮義務違反

になるかどうかというところとは直結しない。つまり、指針に書かれていないことが免

責を直ちに導くものはないということを示唆するものといっていいのではないかという

ところであります。 
それから最後のケースというのが、これ労働事件ではなくて、どっちかというと周辺

住民が、アスベストが飛散して、健康被害は生じてないんですけど、平穏生活権とかそ

ういったものを侵害したということで慰謝料請求をした事案であります。 
この判決の中で、要するに注意義務違反があったかどうかが問題となってまして。義

務違反、あったかどうかの解釈に当たっては、基本的には大気汚染防止法でしたかね。

そちらの規定内容を踏まえて、この大気汚染防止法上の作業基準を遵守することなく解

体工事を行ったということについて注意義務違反を認めているんですけれども。その前

提として、作業を行うに当たって石綿則に基づく事前調査をする必要があったというこ

となんですけれども、その事前調査に関して指針がありまして。その指針の中では、か
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なりその調査は現地を網羅的に目視し、判断のつかない場合は専門家による分析を行う

必要があるとか、かなりしっかりやれよということが書かれていると。しかし事実認定

によれば、そういったきちんとした調査をやったとは認められないという判断を導いて

おります。 
住民訴訟ではありますし、注意義務違反の内容を判断するに当たって、直接使ってい

るかっていうと、ちょっとどっちかっていうと事実認定のほうで使ってるというような

ところはあるんですが。しかしながら、その中で石綿則であるとか、この指針に書かれ

ている内容というのが、ちょっと考慮されているというところであります。 
ただ、このケース、結論としては平穏権は侵害しないということで、請求は棄却され

てしまっているというところでありまして。それも、実はその判断でいいのかどうかっ

ていうのは若干引っかかるところもあるんですが、一応そういった判断でして。そうい

う意味で、先ほどの三柴先生の報告にもありましたけれども、安衛法に関わる規則であ

るとか指針というのが、この住民訴訟においても一定程度考慮されているということが

確認できるところであります。 
すいません、ちょっと長くなってしまって申し訳ないんですが、28 条についてはそう

いったところでありまして。 
28 条の 2 が、リスクアセスメントについて規定するものでありまして。趣旨・内容は

細かくは見ませんが、一応その指針の内容と、あと通達で書かれているようなところを

基に記載させていただいているというところであります。 
1 点だけ、この場で。それで、リスクアセスメント。一般的なリスクアセスメント指

針と、あと化学物質と機械に関して、それぞれ別の指針が詳細に規定してるので、ちょ

っとそこも一応分けて。重なるところは省略してますが、分けて一応書かせていただい

ているというところです。 
ちょっとこの場で共有させていただくべきというか、情報としては、ここをちょっと

書かせていただくに当たり、かなり柳川先生のウェブサイトを参考にさせていただいた

ところがございまして。そのリスクアセスメントのプロセスの中で、危険性・有害性の

特定という作業が必要になってくるわけなんですけれども。その中で、シナリオ抽出と

いうのが大事なんだというお話が。ここですね。ありまして。危険性・有害性の特定と

いうことではあるんですけれども、指針の中では明記されてないんですが、特にリスク

アセスメントにおいては、要するにどのような災害が発生するおそれがあるかという、

そこのシナリオを抽出するってことが大事なんだという指摘がウェブサイト上でござい

ましたので、そういったところを追記させていただいてるというところです。 
このリスクの見積もりのあたりが非常にややこしいところですので、このあたりにつ

いては、ちょっと図表とか。これは通達の中での図表ですけれども、あとはリスク提言

措置の考え方についてコンサルト会が出してる絵がありましたので、ちょっとこういっ

たものを使いながら説明させていただいたというところであります。 
1 点、見てて非常に驚いたというか、そうなのかと思ったのは、この化学物質のリス

クの見積もり方法でして。いろんな多種多様なものが挙げられているわけで、かなり簡

易な方法も挙がってきているところなんですけれども。ここまで、今、通達の中ではコ

ントロール・バンディングですとか、これちょっと私、読み方よく分かってない。エセ

トックトラ（ECETOC-TRA）とかいうのかな、分からないですけど。欧州のほうで出

されているものも日本の通達の中で参酌されてるので、そういった方法があるよという

ことで。そのこと自体はいいんですけれども。発生可能性と重篤度を考慮する方法です

とか、ばく露の程度と有害性の程度を考慮する方法の他、指針の中でこれに準ずる方法

というのも挙げられてまして。その準ずる方法は、対象化学物質の危険や健康障害を防

止するための措置が安全衛生関係法令に規定されてる場合に、その規定の履行状況を確

認することによってリスクアセスメントを実施したとみなす方法というのが挙がってる

んですけれども。これ、ほんとにそれでいいのかなっていうのは、ちょっと気になった
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ところであります。 
何というか、これまでの理解では割と具体的な状況に即してリスクっていうのを評価

しなきゃいけないのかなっていうイメージがありましたし、やはり規則に書かれてない

ことも含めてやらなきゃいけないのがリスクアセスメントであるというような印象があ

りましたので。実際、でも指針の中では規制守ってるかどうかをチェックするのもリス

クアセスメントだよみたいなことが書かれていて、ここはほんとにそれでいいのかなっ

ていうのは、ちょっと気になったというところであります。 
それはさておき、一応沿革としては、こちら平成 17年に入った規定ですけれども、安

衛法当時、制定当時から化学物質の調査に関する規定は置かれており、それに基づいて

いろんな指針も出ていたというところであります。指針はいろいろあったり、それから

諸外国でもリスクアセスメントに関するいろんな展開があって、最終的には 17年にこの

規定ができたというところになります。 
安全衛生分科会の中では、これ努力義務じゃなくて義務化できないのかみたいなこと

が労働省側委員のほうから出されてたりはするんですけれども。しかし対象が広いこと

ですとか、多くは中小企業なので現実的なところとして努力義務なんだというような説

明がされているというところであります。 
また、こちらのリスクアセスメントについても指針がいろいろあるという話ですとか、

後に義務化されますので、その義務化された部分を除く部分が本条の適用範囲になると

いう話ですとか、あとは今般の自律的な管理の中で、こちらの実施対象物が広がってい

るというような話ですね。ちょっとここ、まだ粗いんですが、を書ければというふうに

思っています。 
それから、背景災害としては、こちらは設定過程の中でまとめられた検討会報告書の

中で重大災害がいろいろ発生したという話があって、それでリスクアセスメントがちゃ

んとされてれば起こらなかった事故ってあるというようなことです。これを挙げさせて

いただいたりしているということ。 
あとは、化学物質による健康障害につきましても、指針の中でそもそも新たな化学物

質による健康問題が生じてるというような話が出てきているというところで。その中で、

ちょっとフロン代替物である 2-ブロモプロパンに関わる健康障害のエピソードを紹介さ

せていただいてるところであります。 
こちら、オゾン層破壊物質を規制するモントリオール議定書との関係で、フロンの代

わりに導入されたと。環境保護の観点から新たに使われたんだけど、実は有害性があっ

たというもので。障害が起きたケースは韓国のケースなんですけれども、どうも使われ

ていた洗剤は日本から輸入されたものであったということのようでして。日本と韓国の、

ちょっと国際的な研究協力の下で情報が共有されたというような経緯があったというこ

とのようであります。 
あと、適用の実際としましては、リスクアセスメントの実施状況については労働安全

衛生調査のほうでいろいろ統計が出されているところでして、そちらをまとめていると

いうのと。あと 29年の調査では、なぜ実施しないのかということについて。使ってない

からだというのが一番多いんですが、かなり、十分な知識を持った人材がいないという

割合とか、実施方法がよく分からないという回答も多いというようなことがうかがわれ

るところであります。 
それで、ちょっとこれ面白かったというか、また気になったのが、化学物質のリスク

アセスメントに関する調査でして。ちょっとこちらでまとめさせていただいてますけれ

ども。平成 30年だけちょっと数字がおかしい感じになってるんですね。これはなぜかと

いうと、実は平成 30年だけ、ちょっと調査の仕方が違っていまして。分母が他の年度は

該当する化学物質を使用している事業所が分母になってるんですが、平成 30年は化学物

質を取り扱っている事業所が分母になっていて。つまり、その分母の中に使用している

事業所と使用してない事業所と、使用してるかしてないかよく分からないねみたいな事
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業所があるんですけれども、その分からないっていうところも分母に含んでいるのが平

成 30 年の結果ということになります。 
要するに、分からないという事業所を除いた数値を見ると、要するに化学物質を使用

している事業所の中でリスクアセスメントを実施している割合っていうのは、努力義務

のほうでも 6 割ですね。令和 3 年だと 6 割後半になってきているということで伸びてき

ていて、そのこと自体はいいことだというふうに言っていいのかなと思うんですけど。

ただ、実はこの不明っていう割合が一定程度あるっていう事実が、実はかなり重要なの

ではないかというふうな気もしていまして。要するに、不明と回答した、要するに使っ

てるのか使ってないのか分からないっていう中にも、当然使っている事業所も含まれる

可能性はありますので、ちょっとそれに対してどう対応していくのかっていうことは、

政策課題としては重要なんではないかと思われるところであります。 
それに加えて、先ほどのオオクボ監督官の話もそうですけれども、分かってない。事

業所も分かってないし監督官も分かってない場合があるということでありまして、ちょ

っとそこをどうするのかというとこは気になるとこであります。 
それから、判決の中で監督・指導されてる例があってですね。これは化学物質ではな

くて、危険の防止のほうなんですけれども。剪定作業に伴って、ちょっと枝を移動した

時に落下してしまったというケースでして。結構、経験の浅い労働者だったのに、ちゃ

んと指導をいろいろしてなかったというような事案のケースでありましたけれども、事

故後に労基署のほうがリスクアセスメントを実施することなどを含めて監督・指導した

というようなことが事実認定で挙がっております。 
あとは、厚生労働省のほうで示している支援ツールとして、いろいろあるということ

があるわけですけれども。ここでまた柳川先生のホームページの中で指摘されていたと

ころとして、こういった簡易なツールについてはメリット、デメリットがあるというと

ころでして。コストがかからなくて専門家がいなくてもできるというようなことですと

か、測定方法を確立してない化学物質についてもリスクアセスメントできるという、そ

ういうメリットはあるんだけれども、ただ他方で、簡易なツールは安全率を高くとるの

で過大な対策が求められる。で、過大な対策してくれればいいんですけれども、その結

果、対策をせず放置したり、どうせ大げさに言ってるんでしょうということで軽視され

ちゃうと、かえって危険性が高まってしまうということですとか、簡易ツールですとや

っぱり職場の微妙な状況を反映できなかったり、それなりに知識がないとやっぱり適切

に評価できないおそれがあるということですとか。あとは簡単であるということの裏表

の話なんですけれども。簡単に数値として出てしまうので、リスクの意味や危険性を現

実のものとして理解しにくかったり、知識・ノウハウの向上につながりにいくいという

ことですかね。そういったことなどが指摘されているというところであります。 
あとは、実際のリスクアセスメント等の実施例として実施事例集などが、厚生労働省

などから委託事業という形で公表されたりしているところですので、ちょっと具体的な

リスクアセスメントのイメージをつかむものとして有用かなということで、こちらで紹

介させていただいています。 
あと、ちょっとすいません。もう少しで終わりますけども。リスクアセスメント関係

の判例としても 4 件挙げさせていただいておりまして。3 件は、この規定ができる前の

規定にはなるんですけれども。要するに、リスクアセスメントやってたら事故を防げた

でしょうと。要するに、日本化学工業については六価クロムのケースですけれども。海

外の、国内外の事例など収集してちゃんと調査してたら、リスク低減措置もとれたし事

故も防げてたりしたでしょうという話ですとか。 
あとは、ちょっと事件名付いてませんが、こちらも事故のケースで。転圧機の誘導作

業をしてた人が転倒して、鉄筋に顔が、顔面が突き刺さって首に体重がかかって死亡に

至ったという事案なんですけれども。こちらも結局、何を安全配慮義務でしなきゃいけ

ないかというと、実定法上どういう義務があるかということは関係なくて、その作業現
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場の状況とか作業者の能力とか内容に照らして具体的に考えなきゃいけなかったよねと

いうようなことで、本当はいろんな安全教育やらなきゃいけなかったというようなこと

が判断されているというところであります。 
それから、その次も。これは酸欠に係る事案なんですけれども。これは結構ひどいケ

ースで。この工場の責任者は、別の工場いた時に同じような酸欠事故を経験している。

それにもかかわらず、異動した後、異動先の千葉工場で必要な対策はとっていなかった

というような事案なのですが。いずれにしても予見すべきだったリスクを予見せずに必

要な対応をとらなかったということで。 
会社側は酸欠則の対象になる酸素欠乏危険場所に当たらないみたいなことも言ったり

はしてるんですけども、それは関係ないでしょうという話で責任が認められているとい

うことであります。 
それから最後は、適用の実際のところでも紹介させていただいたケースになりまして。

こちら、元請けとか第一次下請けに対しても責任認めたというところも興味深いケース

なのですけれども。ちょっとまた一審と二審で微妙に判断違うんですが、高裁のほうは

「街路樹剪定ハンドブック」っていうのが改訂されてて、そこで二丁掛けの安全帯の利

用っていうのが推奨されてたみたいなところを考慮してですね。ちょっと、それは一般

的な状況と比べると先進的な内容ではあったんですけれども、しかしそういった新しい

内容を踏まえて必要な対応をとりなさいというような判断をしてるところで。このあた

りはリスクアセスメント指針などでいわれていることとも通ずるというところでありま

す。 
最後、非常に簡単、考察になりますが、いずれも結局法令遵守しただけでは防げない

健康障害等を防止する規定であるということでありまして。28 条のほうは、やはり指針

というのは技術の進歩や新たな知見の確立に基づいて発展してるということが確認でき

るというところでありますし、またその指針の内容というのが必ず安全配慮義務の内容

になるわけではないけれども、状況によっては参酌されると。場合によっては瑕疵の解

釈などでも参酌されるというところになります。 
28 条の 2 は努力義務の規定ではあるんですけれども、結局民事訴訟の中で責任生じさ

せるものであって、むしろ関係判例もほんとはもっとたくさんあるのかもしれませんけ

れども、労働災害防止の一般原則を定めたものといってもいいのではないかということ

であります。こちらも指針については、やはり技術の進歩に基づいて発展しているとい

うことは指摘できるかと思います。 
いずれについても実効性の確保というのは非常に重要になってくるところで、厚労省

もいろんな支援ツールの公表など、努力をしているということは分かるんですけれども。

しかし、事業者がそもそもリスクアセスメントをする必要というのを感じなければ、支

援ツールまでアクセスもできないというところですし、簡易ツール使っただけだとそれ

では足りないというところでありますので、そのあたりどう実効化していくのかという

のが今、新たな化学物質管理との関係でも重要な課題になってくるのかなというような

ことを最後に指摘したいなというふうに考えているというところであります。 
すみません。ちょっと内容の報告が非常に長くなってしまったんですけれども。一応

今書いている内容はそのようなところで。こちら、今後の予定としては、先ほどお話し

した背景災害のところ、まだ書けてないのと。あと、まだちょっと用語説明ができてい

ないのと、適用の実際についてもう少しまたいろいろ追加で伺いながら追記していきた

いなというふうに考えているというのが今の予定です。 
それから、65 条以降のほうについても、まだちょっと穴が開いているところがあった

りとか。あと、受動喫煙に関する条文は私が恐らく担当だと思うんですけど、そちらも

まだちょっと手付かずになってますので、そちらも順次執筆を進めていただきたいとい

うふうに考えているところであります。 
すいません、以上になります。 
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三柴：ありがとうございました。いずれにしてもあと 2 カ月なんで、できるところまで。

完成させなければいけませんので、よく計画を立てて進めていただければと思います。 
ちょっと技術的なことですけども。文章の中で必ず各段落の前を 1 行空けるっていう

ことを徹底していただきたいんですけど。石崎先生の文章とか鎌田先生の文章とかで、

最初がくっついちゃってる箇所が時々あって。石崎先生の文章は大丈夫なんですけど、

かぎ括弧のかぎの前のところは 1 字空けるように統一をお願いしたいと思います。 
とはいえ、28 条と 28 条の 2 について、かなり充実した解説を書いていただいている

こと、よく分かったんで、だいぶ安心できました。ありがとうございます。 
この文章の書き方の統一については、他の先生もよろしくお願いします。各段落の前

は 1 文字分空けてください。 
あと、今回はもういいかなと思うんですけど、石崎先生についてちょっとお願いがあ

るとすると、調べる対象を俯瞰して見るというところなんですけど。例えば、リスクア

セスメントって概念が入ってきたのは割と最近のことで、以前は日本には日本の特有の

全体的な安全運動のやり方、あるいは外国由来だとしてもクオリティーコントロールと

か、そういう考え方があって。前災運動とかっていってるものがあって。リスクアセス

メントって考え方が入ってきたけども、なぜそれまでじゃ駄目なんですかっていう批判

は今もあるわけなんですよね。 
もっと言うと、リスクっていう考え方自体が労使に定着してるのかっていう疑問もあ

るわけで。どうやったらリスクアセスメントをうまく運べるかっていう視点で今お話し

いただいてたと思うんですけど。要するに、リスクアセスメントって考え方自体がいい

のかっていう根本議論ができるんですよ。だから、そういう目線もどっかには持っとい

ていただきたい。もう 10月末までにうんぬんということは、ありません。ありませんけ

ど、どっかにはそういう疑問みたいなものをちょっと持っといていただけると、今後に

いいかなということは思いました。 
石崎：ちなみになんですが、化学プラントとかでセーフティーアセスメントみたいのがあ

って。あれも実質は同じことかなと。言葉の使い方が違うだけなのかなというふうには

思っていたんですけれども。だから、何と呼ぶかは呼び方の問題なのかもしれませんけ

れども。 
三柴：そうなんですけども。例えば、同じリスクアセスメントって表現してても、リスク

の見積もりの仕方っていうのが国の文化によって、あるいは会社によって違ってきたり

するわけですね。よく言われたのは、日本の場合はリスクを計算する時に、こういうふ

うに計算すると経営者が嫌がるだろうから、ここは少し数値を下げておこうとかってい

う調整は、よく行われるっていう話もありましたし。何ですかね。やっぱり集団の調和

っていうか、そういうものの力学が働いたりするところもあったりとか。 
ただ、きちっと見積もりをとるためのリスクの確認作業とか、それからそこを一応表

にまとめて計算式を立てるところまでは日本のほうがイギリスなんかよりも緻密にやっ

てるっていう、そういう分析もあったりするんで。安衛研の豊澤先生とかがイギリスに

行って見ても、むしろ基本的なリスクアセスメントのノウハウっていうのは、日本から

学んでるところがあるっていうふうに言われて、向こうで研修も受けたんだけれども、

かなりずさんな内容で驚いたって仰ってたりしたので。 
同じ言葉使ってても受け止め方っていうのは、だいぶ変わってくるっていう。内容と

か受け止め方がだいぶ変わってくるってことは、ご承知おきいただてもいいかなってい

うふうに思いました。 
石崎：ありがとうございます。ちなみに今のお話って、公刊論文とかですでに言及されて

いるお話でしたっけ。こちらの研究会で以前にもちょっと、ちらっと伺った記憶はある

んですけれども。今おっしゃられてた、例えば日本のほうが実はリスクの確認作業は緻

密にやってる部分があるとかっていう。 
三柴：その話は 28 年の厚労科研の報告書の中で、確かどっかに書いてあります。 
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石崎：どこかで私も聞いた記憶があるんです。分かりました。ちょっと探せたら、書きた

いと思いますけど。 
三柴：ということで、リスクアセスメントという言葉に、悪く言うと踊らされちゃって、

それを形式的に解説するみたいなことになっちゃうと、これだけ調べててもったいない

なっていう感じが、ちょっとしたので。にわかには無理でも、ちょっと念頭にだけ置い

ていただいて。 
石崎：分かりました。ちょっと考察のところで工夫できたらと思いました。ありがとうご

ざいます。 
三柴：じゃあ、ちょっと休憩にしたいと思うんですけども。じゃあ、ちょうど 20分ぐらい

になりそうなんで、30 分までの休憩にしたいと思います。 
 
三柴：それでは再開させていただきます。 

次は、私の 29 条から 32 条ですけども、これは終わっております。 
それから、淀川さん担当は 33 条から 34 条ですけれども。これも私の要約が終わって

ないだけで、報告自体はいただいているということだったと思います。淀川さん、それ

でよろしかったですかね。 
淀川：はい、さようでございます。 
三柴：それから、35 条、36 条は森山さんから報告は完了していて、私のほうで要約がま

だできてない。要約がまだできていないだけと理解してます。 
37 条から 41 条は井村さんですね。ここは、半分ほど報告が終わっているというとこ

ろだったと思います。ですから、内容的に半分を埋めなきゃいけないないのと、あと語

り部情報を含めた適用の実際については、情報を盛っていただかないといけないってい

うことだったと思うんですけれども。井村さん、どうぞよろしくお願いします。 
井村：聞こえますか。 
三柴：はい、聞こえます。 
井村：それではファイルのほうですね。ちょっと待ってくださいね。 

それでは、残り半分というところの報告をさせていただきたいと思います。現状です

けれども、37 条についてから順番に修正した部分中心に見ておきたいと思いますけれど

も。 
まず、条文に関する関連政省令についての要約の記載というのを行っております。こ

こを修正したのが、施行令と安全規則における定義規定の関係というところを、昨年で

したか唐澤先生のほうからご指導いただきまして、全部施行令のほうに定義しておこう

としていたんだけれども、内閣法制局の方針では政令の中で特定機械等の定義をきめ細

かく記載することはなじまないという、そういう方針に基づいたという記載を入れてお

ります。 
それからあと、内容についてなんですが。これはここの「製造しようとする者」とい

うところにつきまして。行政官のアンケートの中で、製造しようとする者という定義に

ついて、どの時点で。どの時点をもって製造しようとするのかっていう疑問が呈されて

おりましたので、その点について若干この解釈を入れております。行政官のほうの事例

は後でまたご紹介するんですけれども、どの時点で製造しようとするっていうことにな

るのかっていうのが、特に送検事例において問題になると。それは特にクレーンとか、

クレーンのように部品を製造した後に現場で組み立てて設置するっていうような場合に、

製造の段階なのか、それとも組み立てをした時点なのかっていうようなところで送検、

製造しようするっていうところの定義が重要になってくるんではないかという疑問があ

りましたので、その点について解釈を入れております。 
それから、あとは 37条はおおむね以上になりまして。こういう区分ですね。なるべく

分かりやすく説明しろっていうところの括弧書きを幾つか入れているところになります。 
37 条から 38 条なんですけれども。ごめんなさい。37 条の適用の実際のほうですね。
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こちらのほうは玉泉先生と篠原先生のほうから幾つかご指導いただきましたので、その

旨を記載しております。どんなふうにチェックをして許可を出しているのかということ

とか、あと現地調査の行う場合に、どのような点を見ているのかというようなことにつ

いて指摘がありましたので、その点について記載をしております。 
それからあと、審査そのものに関しては、科学技術に関する技官の採用数が減少して

いるというところで、その点について過去の体験談も含めて今後の重要な課題になって

いるということも記載しております。 
それから、先ほどの「製造しようとする者」というところの解釈に関して、37 条につ

いて行政官のアンケート結果の中で出てきたものとしては、こういった、かなり要約し

てるんですけれども、ある事業者が工場に、つり上げ荷重 7 トンのテルハを設置する場

合において、当該設備の設置工事全体の請負業者、クレーンの設置を請け負った一次下

請け、それから二次下請けいずれもが当該クレーンの製造許可を受けないまま、監督指

導時にすでに当該テルハがほとんど完成していたという状態で。もちろん、監督指導の

対象であることは間違いない。法違反があることは間違いない状態で、なおかつ安衛法

違反として刑事事件も視野に入れるべき状態であったということで。この監督官の方は、

その際に、じゃあ製造しようとするっちゅうのはどの段階なのかということを疑問に思

っていたということなんですが。ただ、これは監督官ご自身のほうが、その結果を見る

前に異動してしまったということで、そういう疑問を呈するものになっております。 
37 条に関しては、以上のような形でありまして。次が 38 条ですけれども。38 条につ

きましては、記載しているところがおおむね終わっております。この赤字の部分は、す

でに三柴先生からのご指摘を受けた部分についての修正ということになります。 
それから内容面。38 条の内容面につきましては、検査についての規定なので、その検

査の内容について一通り調べたところになります。検査の内容、こちらになります。構

造検査の内容から溶接検査、それから外観に関して。溶接検査も、このように言葉の説

明を加えて記載をしております。ちょっと括弧が多くなって読みづらくなっているかと

思うんですけれども、専門的な事例で、これでもなお分かりづらいということであれば、

さらに専門家のお話など聞きながら修正を加えていきたいと思います。 
こちらが製造検査のほう。から使用検査、落成検査、変更検査と、それぞれまとめて

おります。変更検査については、どの部分を変更したかによって受けなければならない

かどうかっていうのが変わってくるので、各特定機械等につきまして、その機械の対象

となる部分について各規則を踏まえて明らかにしております。それから使用再開検査に

ついても記載できる。 
それから、あとこれ法制史のほうなんですけれども。法制史は、ボイラーに関しては

汽罐取締令というのが戦前に制定されておりまして。その中で検査に関する規定が設け

られておりました。それが労基法から制定された労働安全衛生規則の中で、ちょっとま

だ最終的に確認できてないんですけれども、その検査の規定がそのまま設けられたとい

うことになっております。 
それから、クレーンやデリック・エレベーター・リフトにつきまして。あとゴンドラ

もそうなんですけれども。こちらのほうは労働基準法制定以前に検査に関する規定とい

うものが、ちょっと私のほうでは見つけられなかったので、こちらのほうは労働基準法

から安全衛生規則、旧安衛則ですね。旧安衛則、それから各安衛法制定前の各安全規則

という形で法制史をまとめていきたいと思っております。 
あと、検査、あとこの 38条以下、全部そうなんですけれども、これら全て特定機械等

に関する規定ということで。その背景となった災害については、基本的にその特定機械

等の製造設置上の瑕疵が問題となった災害から生じているということで。検査それ自体

が問題となった災害というのは、検査そのものが制度としてなかったところでは、なか

なかそういうのは出てこないわけで。そこでこのように、これ以降の条文においては 37
条の項目を参照していただきたいというふうに記載しております。 
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それから 38条の適用の実際についても、玉泉先生、篠原先生のほうからご指導いただ

いた内容を記載しております。これはこのまま、ほぼそのまま記載です。関連判例につ

いては、これも前の行で取り上げた富士ブロイラー事件について、検査との関係で当事

者性、ごめんなさい。検査の趣旨について、ちょっと裁判所の判断をまとめたところに

なります。 
ここまでが大体おおよそが完成しているというところで、ここまでが多分半分で、あ

と残りの半分なんですけれども。これらはいずれも 38条の検査に基づいて、この検査の

結果に関わってくる部分ということで。39 条は検査証の交付というところになります。

こちらの関連政省令というのは、このボイラーおよび圧力容器安全規則にあるように、

この明細書に行動検査を行った場合には行動検査の印を押すとか、ボイラー検査証を交

付するとか、そういうことが定められておりますので、これらを各特定機械ごとの安全

規則について、違いがあればその違いも含めて明らかにしていきたいと思います。 
それから、内容面的には、もうこれ検査証を交付するっていうところなので、図面で

どのような内容で検査証が交付されるのかっていうのを図表を使って書いていきたいと

いうふうに考えております。 
それから、関連規定につきましては、37 条のところで紹介したように、高圧ガス保安

法とか、あるいは建築基準法とか。その同じような機械が使われている現場における規

定を行う法律が幾つかありますので、それらの法律はどのように扱われているかっちゅ

うことを明らかにしていきたいと思います。 
また沿革につきまして、ボイラーは先ほどと同じように汽罐取締令から労働基準法、

それから旧安衛則、それから旧ボイラー則という形で検査証の内容が明らかになってお

りますのでそこをまとめ、クレーンやエレベーター等についても同様にまとめていきた

いと思います。 
それから、あと運用の実際につきましても、玉泉先生と篠原先生のほうから、それぞ

れ 39条に関する規定について、どのようなところを見ているかという話を伺っておりま

すので、その点について記載しております。 
それから 40 条は、使用等の制限ということで。こちらも同じように、39 条と同様に

まとめていきたいというふうに考えております。 
それから、区分はまだちょっと全部書けてないんですけれども、運用の実際につきま

しては、これは行政官のアンケート事例のほうから検査証が問題となった事例というの

が幾つか挙げられておりましたので、そちらを記載しております。 
最後は 41条ですけれども。こちらは検査証の有効期間ということでしております。こ

れは有効期間に関する規定の変遷というのを明らかにしていくというところで、内容、

それから関連規定、沿革、法制史、それぞれまとめていきたいと思います。 
それから運用の実際についても、これは玉泉先生と篠原先生のほうからご指導いただ

いてますので、そちらの内容を記載しております。 
あと、関連判例なんですけれども。これはまだ全然、もうちょっとやらないといけな

いところなんですが。41 条 2 項の登録性能検査機関である公益社団法人ボイラー・クレ

ーン安全協会のほうが、性能検査実施して検査証の有効期間を更新していたんですけれ

ども、その性能検査についてちょっと瑕疵があったということで、実際に労働災害が発

生したというところ。厚生労働大臣は、検査に不備があったということで、性能検査業

務を規定するということと、それから性能検査について離隔基準の適合性を含めて合否

判定を行うということを命じたという事例がございまして。この点について、これは多

分、41 条そのものの問題というよりも、検査の在り方に関する問題というのを含む事例

ですので、41 条に入れたままでいいのかどうかっていうのをちょっとまた決めかねてい

るところなんですけれども。この部分について、この後まとめていきたいというふうに

考えております。 
駆け足になりましたが、以上で私のほうの報告を終わらせていただきます。 
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三柴：ありがとうございました。井村さんの報告は、要点ついてすっきりとまとめてくれ

ていて、大変助かるという感覚があります。もう、ほぼ全体のアウトラインはできてる

感じなので、あとはあと 2 カ月、内容をしっかり埋めてっていただければなと思います

が。ありがとうございます。引き続き、よろしくお願いします。 
井村：すみません。先ほどの背景となった災害に関する 39条以下の記載は、いいですか、

あのままで。もしかすると、旧安衛則制定以降に検査してないからみたいな事例が見つ

かるかもしれないんですけれども。ちょっとその検査そのものの必要性っていうのが、

この場合は背景になってくると思うので。 
三柴：そこはもう、井村さんの考えでいいですよ。 
井村：分かりました。 
三柴：じゃあ、時間が。きょう、いっぱいやんなきゃいけないもんですから、次へいきた

いと思います。 
次は 42 から 44 条の 2 が森山さんで、もう終わっていて。44 の 3 から 54 の 6 は淀川

さんですね。淀川さん、お願いします。 
森山：私、終わってないんですけど。すいません、森山です。終わってないんですけど。 
三柴：お願いします。 
森山：すいません。ちょっと淀川先生、すいません。 
淀川：とんでもない。 
森山：ちょっとメモで申し訳ないんですけど。私、まだこちらの条文については情報収集

が大体終わったところで、これから執筆にかかりますので、その予定というか内容を説

明させていただきたいと思います。 
条文解釈についてはコンメンタールと、それから ILO 条約で機械防護条約ってありま

して、これ、ILO の文書がありますので。そこで結構、解釈的なところも議論されてま

すんで、そこをちょっと持ってくるっていうことと。あとは沿革としては、労働衛生保

護具の検定制度から多分始まってるのかなという認識なんですけど。そういった経緯で

すとか、あとは中基審の答申ですとか労災部会報告、制定経緯を確認します。 
あとは構造規格の新設、改正ということと、あとは運用としましては、防じんマスク

などは買取試験をやっておりますので、そういったものの状況ですとか、それに基づい

た回収の要請とかありますので、すでに材料があるので載せていくということです。あ

とは新聞記事でも若干ヒットしましたんで、そちらもやっていくっていうことです。そ

れから、回収命令、あとボイラーの回収命令の事例がありましたので。これも事故に基

づいて、これは送検もしてますけども、そういうのもちょっと載せていきたいと思いま

す。 
それから、消費者庁ウェブサイトで製造物責任法に係る損害賠償額とか、そういった

ことがエクセルファイルでまとめたものがあるんで、ちょっと関係ありそうなものをピ

ックアップして紹介するというところです。 
それから、検定制度と、それがあるなしとかっていうのを表でまとめたりっていうこ

とと、その他関連トピックスとして、JIS との関係を少し簡単に紹介したりとか。あと

は仕様基準・性能基準の違い。恐らく改正も絡んできますけども、以前は仕様基準だっ

たものが性能基準に変わったですとかの具体的に簡単に紹介します。あとは経過措置で

すとか、あとはその関係の補助金についても触れまして、それからあとは機械の流通規

制がどうして必要かっていうのは、ちょっと簡単に検討したいということと。それから、

製造年・製造者不明の機械もあるっていう問題を少し触れまして。それから、一品物っ

ていうものをどうやって扱っていくか。これは機械製造の全般の問題ですけど、そうい

ったものが全然、非常に危ない状態で売られているということもありますので、そうい

ったことですかね。あと、そういったこと。あとは返品とか無償改修がされてるか。そ

れから、転売の問題ですね。あとはオークションで売買したものが不明の場合、ちょっ

ともう行き先が分からないですとか、そういったこともありますので、構造規格に適合
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しないものがどうやって流通していくかっていうのは、多少見聞きしたところを書いて

いきたいなと思います。

ちなみに、報告、すでに 26、27 条ですとか 35、36、あと 106 条から 108 条の 2 ま

で、一応提出はしてるんですけども、そちらも鋭意追記しておりますので、それをまた

提出させていただきたいと思います。

ということで。もしお時間があれば、幾つか質問させていただきたかったんですけど

も、これはもう個別でやったほうがよろしいでしょうか。

三柴：そうですね。ちょっと時間上。

森山：分かりました。

三柴：この方にお聞きすればよかろうというか、メーリングリストというか、どちらかで

いただくほうがいいかなと思います。

森山：はい、了解です。

三柴：いずれにせよ、あと 2 カ月なんで、今立てられた予定を優先順位つけて進めていた

だいて。全部網羅できなかったとしても仕方がないやということで、やっていただけれ

ばと。

森山：形にするということで。

三柴：そうですね。

森山：はい、承知しました。

三柴：よろしくお願いします。じゃ、淀川さん、お願いします。

淀川：すいません、淀川ですけれども。資料等々、特段ないんですが、今年度いただきま

した担当箇所になります 44条以降のところなんですけれども。テーマが型式検査の有効

期間の問題と定期自主検査で、一番大きなところとして検定機関の登録の話になり

ます。

ちょっと他の業務よりも優先して、あと 2 カ月取り組んでいこうと今考えてるところ

です。

以上です

三柴：分かりました。じゃあ、引き続きよろしくお願いします。

淀川：はい、ありがとうございます。

三柴：長谷川さんの 55 条から 58 条は、語り部情報のは盛り込んでもらってるんでしたよ

ね、これ。前回も確認して。これは要するに終わってるっていう理解で、よかったです

ね。長谷川さん。

○○：きょう、ご欠席ではないでしょうか。

三柴：きょうご欠席ですかね。了解です。いずれにせよ、長谷川先生んところはほぼ終わ

ってる理解なので、大丈夫かと思います。

そして、阿部理香先生、どんな状況か、ちょっとよろしくお願いします。説明、よろしく

お願いします。

阿部（理）：私は第 6 章の労働者の就業上の措置に関する 59 条から 63 条を担当していま

す。まだ新しく執筆が進められている状況にないので、現状報告と今後の方針について

お話をさせていただきます。

現在、完全に未了になっている箇所が 60条の職長教育に関する部分の適用の実際と関

連規定です。これは語り部情報でヒアリングしたメモに基づいて、これから執筆をした

いと思っています。

それから 60条の 2は、現に危険有害な業務に関する記述の部分ですが。この部分も適

用の実際が、まだできていません。ヒアリングのインタビューのメモとオンラインでの

記録をちょっと見返したところ、この部分の私の質問がちょっと手薄だったので、ここ

はまたあらためて伺いながら執筆を進めたいと思います。

61 条の就業制限に関する部分は、背景となった災害の部分が未了だったので、ここを

加筆して、62 条の関連判例は一応当たりはつけてるんですが、事案の概要や判旨による
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示唆の部分がまだできていないので、この部分を執筆したいと考えています。 
今後はこの未了部分を優先的に加筆をするということと、冒頭で三柴先生がご指摘さ

れていたとおり、分担報告書の冒頭の要約の部分がまだ反映できていないので、この部

分を反映させて、それに伴って最後の考察、結論の部分についても反映させていきたい

と思います。 
この主に 3 つを中心に進めるとともに、全体の不十分な記述についても適宜加筆修正

をするという方針で、あと 2 カ月進めたいと思っています。 
簡単ですが、現状と今後について、以上です。 

三柴：分かりました。基本的に語り部情報を得るべきものは、インタビューは終わってる

っていうことですかね。補充は必要だとしても。 
阿部（理）：はい、インタビューは終わっています。 
三柴：インタビューは終わってる。分かりました。じゃあ、基本的にはそれを文字に落と

し込むだけだけど、補充が必要なところはご協力お願いしますという感じですかね。 
阿部（理）：はい。 
三柴：分かりました。そしたら、すいませんけれども。阿部さんはどなたに教えていただ

いたんですかね。 
阿部（理）：藤森先生に。 
三柴：藤森先生。じゃ、藤森先生、申し訳ありませんけど、補充でお尋ねがあったら応じ

ていただけますか。 
藤森：何でもお役に立つことは応じさせていただきます。 
三柴：ありがとうございます。 
阿部（理）：ありがとうございます。 
三柴：じゃあ、あと二月ですけれども、ここは何とか気力で頑張っていただけないかと思

いますんで、よろしくお願いします。 
阿部（理）：はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。 
三柴：64 から 68 の 2 は、ほぼ終わってる理解ですけれども。何か、あれでしたっけ。適

用の実際関係で補充とかがあるんでしたっけね。石崎先生。 
石崎：はい。そちらも補充させていただきたいんで、私もすいませんが、藤森先生、玉泉

先生と、あともしかしたら森山先生や柳川先生などにも、いろいろご相談、追ってさせ

ていただくかもしれないんで、よろしくお願いしますということと、あと関係判例でま

だ書けてないところなどもあったりとか。あと、68 の 2 がちょっと着手できてないとこ

ろなので、そちらを急ぎ進めたいと思っています。 
三柴：分かりました。ちょっと盛りだくさんで申し訳ないですけれども、なるべく要点絞

ってよろしくお願いします。 
そしたらば、1 からの着手になんのが吉田先生なんですけども。吉田先生、69 から 71

の 4 と 104、105 と、両方合わせて今現在の進捗状況と執筆の方針についてお話しいた

だけますか。 
吉田：分かりました。ちょっと画面共有、よろしいでしょうか。 
三柴：はい、よろしくお願いします。 
吉田：まだ、あまりお見せするのがお恥ずかしいような、そういう状況ではあるんですけ

れども、簡単に報告させていただきます。 
事前に三柴先生からご連絡いただいた運用の実態についての説明というのは、時間の

関係でもう省略がいいんでしょうか。その内容については。どうしましょう。 
三柴：どうでしょうか。一番進捗状況っていうか、報告書に現れるのが適用の実際なんで

すよ。ですので、適用の実際を中心に、どこまで書きましたっていうことをお話しいた

だくのがいい。 
吉田：そうですか。分かりました。じゃあ、あまり詳しくご説明できないと思いますけれ

ども、概略ご紹介をしたいと思います。 
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69 条、それから 70 条の 2 の指針ですね。に基づく指針の適用の実際について。内容

的なことは、実は私が引き継ぐ以前に阿部先生のほうが藤森先生と、それから篠原先生

のほうからヒアリングをしていただいて資料収集、それから執筆等やっておられました

ので、それに若干私のほうから解説させていただいて、恐縮なんですけれども、それで

最終的にまとめ上げたものが、ここに今お見せしているような内容になります。 
69 条については、それに基づく指針もそうなんですけれども、基本的に健康の保持増

進に関する措置を行う事業主の努力義務という規定になってますので、監督官による監

督指導の根拠規定として直接この 69条が用いられるとか、そういうことは基本的にはな

いだろうというふうなことになろうかと思います。これは先生方のご意見も踏まえてと

いうことなのですけれども。 
いうことではあるのですけれども、ただその指針を定めていろんな事業場外の資源等

も使いながら、その指針の内容を周知し、またいろんな産業保健のサービスを提供して、

それを利用していただけるような、そういう工夫を現場の監督官の方々等がやっておら

れるので、その具体的な内容をこの報告書の中で紹介するというようなことになってお

ります。 
また、それから……。というようなことで、適用の実際のところはそういうことにな

るんですけれども、その具体的な中身、これちょっとあまり詳しくご説明するだけの時

間もないと思いますので。中災防は事業場外の資源として中災防としてさまざまな情報

提供であるとか人材育成のいろんな対応をしているというようなことが具体的にこの中

では紹介をしてあります。 
それからあと、事業場における具体的な健康増進計画の中で書きましたが、これは企

業の、これは大企業の先進的な取り組み事例ということではあるんですけれども。パナ

ソニックサイクルテックさんにおける健康経営を掲げた、そういう具体的な取り組みを

職場で展開して、そして健康経営優良法人ホワイト 500 の認証を取得された、そういう

経緯であるとか、そういう経験ですね。が紹介されている。 
それからもう一つ、トヨタ自動車における「健康は企業経営の原動力」という考えに

基づいて、職場ぐるみで取り組みをしてこられて。その中では社員の過去 10年間以上の

健診データの解析なども行われているようですけれども、相当詳細な中身と承知いたし

ますが。そういった取り組みの中で一定の成果を上げてらっしゃる。そういった事例が

紹介をされています。 
ただ、この報告書の中でも触れられてますけれども、そういった企業ぐるみでの非常

に大規模な健康増進を目的にした取り組みというのは、まだ限られておって、一般の事

業者、とりわけ中小企業などでは、なかなかそういうのは進められにくい現状だという

ふうなことであります。 
それからあと、メンタルヘルス対策事業について。これは、いわゆるさんぽセンター、

あるいはちさんぽ。ちさんぽセンターを活用しながら現場では、いろんなメンタルヘル

ス対策のための啓発であるとか周知、あるいは指導というようなことを行ってらっしゃ

るということが書いてございます。 
例えばということで、さんぽセンターのメンタルヘルス対策においては、いわゆる実

施相談というものが無料で行われておって、そういうものが活用されている。これ、事

業場に出向いていって相談活動を専門の方がされるということのようですけれども、そ

ういう対応がされておるであるとか。あるいは、ちさんぽ。地域ごとに設置されてる、

そのちさんぽの業務ですね。についてさんぽセンターが統括をして行われているという

ことのようですけれども。とりわけ産業医の選任義務のないような小規模な事業場につ

いては、例えば有所見者である労働者に対する医師の意見聴取、あるいは長時間労働者

に対する医師の面接指導というのが法律上義務付けられているけれども、実際にどうや

ったらいいかよく分からないというふうなことも現場ではやはりあるので、その際に監

督官のほうからさんぽセンターを通して医師を紹介してもらう。そういうアドバイスを
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して対応していただくというようなことが、よく行われているようであります。 
監督官も 69条そのものに基づいて監督指導するであるとか是正勧告、あるいは指導票

の交付というのはないと思いますけれども、少なくとも時間についてはないと思います

けれども。ただ、いろんな産業医の選任の義務の問題であるとか、あるいはストレスチ

ェック制度の未実施であるとか、あるいは必要な措置がとられていないというふうなこ

と等々の義務違反がある場合には是正勧告ということになるわけですけれども。同時に、

じゃあどうしたらいいのかということについては、先ほど申し上げた制度、さんぽセン

ター等の制度の利用を指導票の交付という中で、いろんな資料も提供しながら紹介など

もして、そして企業が対応できるようにアドバイスをしているという実態が報告をされ

ております。 
課題としては、このさんぽセンター、非常に内容的にはいい、優れた内容のサービス

を提供できる、しているということだと思うんですけれども、なかなかそれが全体的に

周知、活用されているかというと、その点はやっぱり不十分点もまだあるので、その活

用・周知をさらに徹底、今後していくことが重要な課題じゃないかというようなことが

指摘をされているというふうなことであります。 
それから、事業場内のスタッフが、この健康保持増進については連携をして取り組み

を進めていくことが非常に重要な意味を持っているわけではありますけれども、衛生委

員会が、あるいは安全衛生委員会が本来であれば中心になってそれを進めるべきところ、

なかなか衛生委員会自身が機能していないといいましょうか、形はあるんだけれども、

なかなかその取り組みが実際にどの程度行われているかということについては、まだ不

十分な点が見られる。とりわけ中小企業の場合であれば委員会の設置義務がそもそもな

いところもあったりしますから、そういった保持増進、健康保持増進の取り組みについ

ては遅れている、不十分な点があるというふうなことはあるというふうなことが報告さ

れているのと、それから監督官が、その衛生委員会が議論すべきことを議論しているか、

あるいはその議事録がちゃんと作られているかということについて。これは法令上の義

務でもあるので調査はされるわけですけれども、なかなかその中身、内容に立ち入って

チェックするというところまではできてないという現状はあるので、そういった課題は

あるかなというふうなことがございます。 
それからあとは、事業場内スタッフの連携という点では、産業保健のスタッフと、そ

れから人事労務の関係のスタッフで、やはり基本的な役割であるとか位置付けが違うの

で、本来であればいろいろ協力しながらやらなければいかんというふうなことなわけで

しょうけれども、いわゆる緊張関係がある中で、その両者が協力して進めていくという

ようなことは、これは、これも私が担当する部分ですけれども、104 条の健康情報の取

り扱いをどのように現場で進めていくかという課題とも関わって重要な問題であると。

課題としてあるというようなことが述べられております。 
それからメンタルヘルスの対策、監督官の指導状況については、先ほどのさんぽセン

ターの活用のところとも重複をすると思いますので、省略をしたいと思います。 
最後のほうにちょっと触れられておりますけれども、非常に労災の、ご存知のとおり

労災の死亡者数が非常に減っているというようなことがあるけれども、一方で過労死、

過労自殺で死亡される方については高止まりの状況にある。それから、つい先般報告さ

れた労災の請求、それで認定の状況についての報告が厚労省のほうから報告されており

ますけれども、その中でもとりわけ精神障害を理由とする労災の認定件数、請求件数が

増えております。その中でもパワハラを理由とする認定が非常に増えているという報告

がございますけれども。そういった状況の中で、このメンタルヘルス対応についての取

り組みというのは、非常にこれからも重要な課題になってくるだろうというようなこと

でございます。 
あとは関連判例のところなんですけれども。1 点、ちょっと書いてみたんですけれど

も。三柴先生のほうからご指導いただいて、教えていただいて、ちょっともう一遍考え
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直してみたんですけれども。結論から申し上げると、まだ途中なんですけれども、大幅

に取り上げる裁判例の内容を入れ替えといいましょうか、随分変えておりまして。作り

直してるというふうなことであります。もちろん、従前から記載されておったもので非

常に重要な裁判例は、そのまま残して起訴の教訓を書くということにはしておるんです

けれども。 
簡単に概略だけ申し上げておくと、1 つは 69 条の健康保持増進に関する規定ですね。

安全配慮義務の規定ではあるんですけれども、その健康保持増進措置をとられてなかっ

たことを理由とする安全配慮義務に関する争いであるとか、あるいは労災に関する争い

が生じている、そういう裁判例もありましたので。2 つほどですけれども、それは紹介

をして。結論的には健康保持増進の措置がとられてなかったということを理由とする安

全配慮義務違反の判決にはなっておりませんけれども、とりわけ両者の事例とも重篤な

起訴疾患がある方について、どのようなそういう健康管理なり保持増進をすべきかとい

うことに関わる教訓となるような内容もあるかと思いますので、それを指摘をしたとい

うのが 1 つと。 
それからあと、健康保持増進ということなんですけれども。広い意味での健康保持と

いうことになると、やはり単に 69条だけではなく、健康診断であるとか。それに先立つ

健康診断であるとか、あるいは措置。いわゆる事業主の措置ですね。というものが密接

に絡んでくるし、重要な意味を持ってくる。そういう意味で、健康診断、あるは健康診

断に基づく措置をしてなかったことを理由とする安全配慮義務違反の裁判が、責任が認

められた裁判あるわけなんですけれども。幾つかあるんですけれども。その中で、単に

健康診断をしてなかった、あるいは措置義務を履行してなかったということだけではな

く、トータルに健康診断を踏まえて、健康相談であるとか、あるいは健康指導であると

か、あるいは他の検査の勧告であるとか、そういった措置がトータルに本来であれば体

制としてとられているべきであったにもかかわらず、それがとられてなかったことによ

って疾病が非常に増幅をして死亡に至ったと。 
これも基礎疾患として。調べてみると非常に重篤な基礎疾患があった方なのですけれ

ども。そういう広い意味での健康管理、健康保持の義務というものを捉えて、それをな

すべきであった。にもかかわらず、それが行われてなかったことによる責任を認めたよ

うな裁判例でもあったりしますので、69 条の解説とも関連があると思いますので、そう

いった視点で紹介をするというふうな裁判例を補充してみたり。 
それからあと、メンタルについて。メンタル指針、とりわけ平成 18年のメンタル指針

が新しいメンタル指針で重要な意味も持ってくるというふうなことでありますけれども。

そのメンタル指針が制定された、その直後ぐらいから、非常にメンタル指針そのものを

根拠として挙げるということは判決の中でしてませんけれども。しかし内容的には、メ

ンタル指針に書かれているいろんな勤務形態であるとか、あるいは職場の中の職場環境

であるとか。そういうことがきちんと確保されてなかったことによって労災が発生して

いるという、そういう判決も見受けられ、またそれが増えているという傾向があるので、

そういうメンタル指針の作成と、それを踏まえた裁判例の傾向なども紹介をしながら、

特徴的な裁判例を紹介するというふうに、ちょっと裁判例を補充したり入れ替えたりと

いうふうなことをしています。 
そしてあと、メンタルについては、やはり過労自殺に関する電通事件の裁判がありま

したので、その内容とその意味するところ。そして安全配慮義務の履行であるとか措置

義務の履行に関して、どのような影響を与えたかというふうな点等々も念頭に置きなが

ら解説をするというふうにしております。 
この健康の保持増進というのは、とりわけ健康、保持の関係でいうと、労働時間、と

りわけ過重労働になるような労働時間の問題がどうしてもやっぱり問題になってくるし、

裁判でも非常に多いわけですけれども。そこにあんまりちょっと深入りしてしまうと、

いわゆる過重労働の問題に関わる安全配慮義務の具体的な内容であるとか、そういった
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ことに入ってしまいまして。69 条の解説、それに関連する裁判例という視点からは、ち

ょっとバランスを失するようなことも、またあり得るかもしれない。だからちょっと、

そういう意味での取捨選択をして、重要な裁判例を取り上げて紹介するというふうにし

たいと思いますし。 
また、この健康管理、健康保持という点では、メンタルだけではなくて脳神疾患も含

めた労災の認定基準が度々改正をされたりしておりますけれども。度々というのないか

な。改正、認定基準が変わったりしてますけれども、それが非常に大きな影響を与えて

おって、それが職場にも影響を与えるし、また裁判例にも非常に大きな影響を与える。

そして、その裁判例がまた、職場の産業保健であるとか労務管理にも影響を与えるとい

うふうなことがありますので、それも本当は念頭に置きながら、職場におけるそういう

産業保健であるとか、とるべき措置の内容も考えているということで必要なわけですけ

れども。それもまた、あんまり深入りをしてしまうと、ちょっと 69条から離れてしまう

というふうなことがあると思いますので、ちょっとその位置付けは踏まえながら、念頭

に置きながら解説するというふうなことをするかなということで、今補充をしていると

ころです。 
それから、ちょっと画面共有はいたしませんけれども、104 条に関しては、まだちょ

っと量的にはあまり分量を書けておりません。趣旨と、それから内容のところに今、入

っているところで。内容については、健康情報に関する具体的な内容について、ちょっ

と説明する必要が当然あるかと思いますので、今その説明に入ってるところです。 
あと、指針の具体的な内容であるとか、あるいは規定を作成するための手引が出てお

りますけども、これが実務上は非常に重要な意味を持ってるので、その内容の紹介、解

説なども踏まえて、そして沿革も書いておく必要があるでしょうけど、それも書いた上

で。そして、関連する裁判例については、三柴先生のお書きになってらっしゃるメンタ

ルヘルス情報のほうですかね。ここに挙げられている裁判例も一応参考にさせていただ

きながら、必要なものは補充、関連判例のところで紹介しておこうかなというふうに思

っております。 
適用の実際については、改正実施も非常に最近のものでありますし、監督官による実

際にこの情報に基づいた指導例というのはないんではないかというふうに思っておりま

すので、それは特に書く予定はございません。 
以上です。 

三柴：ありがとうございました。吉田先生のお力が、だいぶ発揮されている感じがしてい

ます。非常に適用の実際においても、充実した情報を盛り込んでいただいているなとい

う感じがして、心強く思いました。 
1 点だけですね。前に私からご示唆を差し上げた関係判例の示唆のくみ取り方のとこ

ろなんですね。要は、条文の解説として意味を持つように。その判例が何を言ったかを

ただ書くのではなくて、それが条文の解説にとってどういう意味を持つのかという。そ

こを意識していただきたいっていうお願いを差し上げて。そこについては、今特にご説

明はなかったと思うんですけども、どんな感じで書き進めておられるかっていうところ

だけお願いできればと思いますけど。 
吉田：先ほどもちょっと申し上げたように、69 条そのもの、あるいは指針そのものを掲げ

て判決文に反映させる裁判例というのは、もちろんあるんですけれども。とりわけメン

タル指針などについては幾つかありますので、それは内容を具体的に紹介をして、どう

いったメンタル指針のどの部分をどのように安全配慮義務、あるいは労災の業務上の認

定において反映させているかというのは、これは紹介しようと思ってます。 
ただ、明らかにと言いましょうか、直接指針を挙げて、あるいは 69条を挙げてではな

いけれども、しかし内容的には明らかにといおうか、その言葉の表現を持つにしても、

例えばメンタル指針で書かれている重要な改善策を踏まえた、そういう判示になってい

る。それをもって、それだけではないですけれども、それを踏まえて業務場外の認定を
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しているというような。日研化学事件などはそうだと思いますけれども、そういった判

決があるので。 
そういう意味で 70条の 2に基づくメンタル指針がこういう内容にあって、その内容が

この判決にはこのように反映している。そういった書きぶりをできるだけできるような

ものにしたいなとは思ってます。 
三柴：よく分かりました。十分かと思います。ありがとうございます。では、残り二カ月、

よろしくお願いいたします。引き続き、よろしくお願いいたします。 
それでは次が、72 条から 77 条ですけれども。ここは、これ確か資格関係のところで。

就業制限と資格関係のところで、私のほうで大幅修正させていただいたような記憶があ

ります。だから、これ確か、私も共著にさせていただいたんじゃなかったかな。という

ことで、終わっていると思います。 
ただし、ここについては確か柳川さんにお願いして、判例と適用の実際について情報

があれば加えていただくということだったと思うんですけども。柳川さん、この点、調

査結果いかがですかね。柳川さんの音声、聞こえてこないですね。 
柳川：失礼しました。マイクのミュートのボタンを外してなかったです。マイクのボタン

のほうを押してなかったです。ごめんなさい。 
私、ここの部分についてはご依頼をいただいたという認識があまりなかったんですが、

この前お送りした私のほうのメールの中に一部、それに関する部分が含まれていると思

います。 
三柴：それ、概略大体、概略どんな内容をお送りいただいてましたっけ。すいません、ち

ょっとたこ足配線で全部目が行き届いてないかもしれません。 
柳川：そこの部分は、ほとんど記述はないんですけれども。これ、ただ就業制限の条文の

ほうに入れるべきなのか、こっちに入れるべきなのかという問題はありますけれど、登

録教習機関の修了書の発行の問題と、あと実はちょっと実務であんまりちょっと、ここ

で申し上げるわけにはいかないんですけれども、ちょっとごたごたしたことがありまし

て。M＆A で法人格が移転する場合に登録教習機関としての地位が承継するかどうかと

いうことをちょっと書いております。 
三柴：なるほど、分かりました。了解です。分かりました。確かに、この部分って、なか

なか事件化っていう意味では難しいし、結局監督行政が動くとしても、監督官がってい

うんじゃなくて、厚労省と登録認定機関との関係の問題になってくるわけですよね。だ

から、そこでどんな問題が起きたかっていうようなことしか書きようがないと思うんで。

オープンになった、公表された事実と、公表されてないとしてもモデルケースとして挙

げられるレベルの情報について触れていただくしかないと思うんですけども。 
柳川：M＆A の件については、ちょっと申し訳ないんですけども、活字にはできないかな

という。 
三柴：それはしょうがないと思います。 
柳川：あれはちょっと申し訳ないんですけど、厚労省に恥をかかすようなことになってし

まうので、ちょっとそれは書けないかなというところがありますので。 
三柴：活字にできる範囲でお送りいただいた資料って、共有できますか。 
柳川：できますけれども。あれは今、どこに入れてたかいな。ちょっと待ってくださいね。

画面の共有で。すみません、ちょっとお待ちくださいね。 
三柴：じゃあ、南さんのを先にして、その間に探しておいて頂ければ。 
柳川：分かりました。そういたします。すいません。 
三柴：じゃ、南先生、お願いします。 
南：よろしくお願いします。少々お待ちください。今、報告書のファイルをシェアさせて

いただければと思います。先ほどメールで流させていただいたんですが、今また書くの

をちょっと書き足してたりとか修正してるところはあるんですけれども、少しお話をさ

せていただければと思います。 
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今回、お話をさせていただくのが、78 条から 87 条のいわゆる特別安全衛生改善計画

と安全衛生改善計画と労働安全衛生コンサルタントについてのお話です。昨年度の末に、

三柴先生から、もう少し分かりやすくしてくださいということと、適用の実際について

インタビューの内容を少し入れてくださいということだったので、その内容も少し整理

して今回、含めさせていただいております。 
一部赤くしたところがあるんですけれども。まず、今回インタビューで篠原先生、玉

泉先生、藤森先生には、年末に大変お世話になりました。かなり長時間にわたって、い

ろいろお話を伺うことができ、ほんとにありがとうございました。 
まず、特別安全衛生改善計画のほうについてなんですけれども。立法時から、ほんと

にこれ実際に使われるケースがあるんだろうかっていうことが国会の審議などでも示さ

れていたんですが、実際に篠原先生、玉泉先生、藤森先生のお話を聞いたら、実際に適

用された事例はほとんどないんじゃないかと。まだできてから適用された事例がないん

じゃないかというようなこともご指摘いただきまして。あと私自身も、少しネットとか、

あとは労働系の雑誌なども確認をさせていただいたんですが、どうも公表されたものは

少なくともないように私自身は確認しているので、適用の実際というところはどうです

かと言われると、実際にはこの条文はまだ適用されたことがないんじゃないかなという

ようなところかと思います。 
その背景なんですけど、これはもうすでに報告書の中にも以前書かせていただきまし

たけれども、実際に重大な労働災害を 3 年以内に 2 回繰り返す事例っていうのが、ほと

んどないということで。今回適用される、この条文が適用されるような幸いなことに、

そこまでひどい事業場がない。事業場というか、使用者がいないというところも一つあ

るのかなというふうに思います。要件が結構厳しいというところはあるのかなというよ

うなところが、まず最初の特別安全衛生改善計画についての適用の実際というところに

なります。 
もう一点、三柴先生からご指摘いただいた、もう一つの安全衛生改善計画のほう。つ

まり、特安、特衛ではないほうの安全衛生改善計画の適用の実際はどうなのかについて

なんですけど。これについては 3 名の先生方からインタビュー調査をさせていただき、

実際の事例について少しお話をさせていただきました。具体的な会社名とかは、もちろ

んないわけですが。 
まず、この安全衛生改善計画の作成およびその指示についてですけれども。条文上、

これ安衛法違反が要件となっていないということもあって。もちろん安衛法違反があれ

ば当然なのかもしれませんが、安衛法違反がなされていない場合であったとしても、こ

の安全衛生改善計画の作成および支持がなされることがあるというようなこことがご紹

介をいただきました。 
法令違反が見られることから、この計画の作成の指示がなされるというよりかは、よ

り優れた取り組みを促すために自主的にやっていただこうということで、ある種スキル

アップという観点から作成指示される事例があるとされていたようです。 
また従前、これ現在なくなってしまったそうなんですが、労働安全衛生融資制度とい

う制度があった時期においては、あえてこの安全衛生改善計画の作成指示に基づいて指

定された事業場にすることで融資をして、設備投資、労働安全衛生に関する設備投資を

促進していたとのご指摘を頂戴しました。 
この改善計画の作成指示は、指定事業場の自主的な労働安全衛生の改善を促すものだ

というのが立法趣旨として言われていたわけですけれども、以前あった労働安全衛生融

資制度と相俟って、こういった取り組みを促進していたというふうに考えれば、本条の

適用、そういった形での本条の適用というのは、ある種その立法趣旨に沿うものなのか

なというふうに考えました。 
もう一つは、玉泉先生からご指摘をいただいたところなんですけれども。古いお話で

はあるということだったんですけれども。安全衛生改善計画の作成指示がなされた場合
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に、その事業場になるとその旨を事業場に提示させていたというような実務慣行が昔は

あったようです。労組法違反における、不当労働行為におけるポストノーティス的な感

じなのかなというようなところもあるんですけれども。指定されれば、うちは改善しな

ければいけないんだということが外に見えるわけですから、そうならないように労災の

抑止効果があったのかなというふうにも考えられる一方で、先ほどご紹介しましたよう

に、安衛法違反でなくてもこれ指定される可能性、作成指示がなされるケースっていう

のはあり得るわけですし、他の人から「指定事業場になっているんだ。ああ、ここは労

災を起こしてしまったんじゃないか」というような、ある種誤解を招く可能性もあった

のかなということで、現在では当然やっていないということなんですけれども、昔は、

そういうような形での実務というのがありましたというようなこともご指摘をいただき

ました。 
実際、最近はどうでしょうかというような。最近、どういうような事例で適用される

のかなというようなお話をさせていただいたんですけれども。その際に、どちらかとい

うと製造業とか、いわゆる従来の工場などもそうなんでしょうけれども、最近ではいわ

ゆるサービス業などの第 3 次産業とか、あと介護施設などの事業場に対して適用されて

いる事例があるというようなお話が、少し伺うことができました。 
また、衛生改善計画については、実際に改善させるために多大な設備投資がどうも必

要であることが多いことから、指定事業場として作成の指示を出してしまっても実際に

対応できる事業場が少ないということもあるようで、指定事業場として作成の指示を出

すことが難しいという実態も見られるというようなお話を伺いました。 
次に、これはもう一昨年ぐらいになるんでしょうかね。別のヒアリングの中でも少し

お話が出てきたんですけれども。安全衛生改善計画の作成指示をなされた事業場に対し

て、都道府県労働局長は安衛法 80条に基づく安全衛生診断を受けさせ、その計画の作成

等についてコンサルタントの意見を聴くべきことを勧奨することができるというような

制度になっているわけです。 
以前であれば、作成指示をされた事業場を集めて説明会というのが行われていて、そ

の中でこういう制度ありますよと。いわゆるコンサルタント制度というのがありますよ

とか、実際にコンサルタント自身から説明はなされることも合同の説明会という形であ

ったようです。実際にそこで事業場の担当者がコンサルタントに依頼することも見られ

たというふうにいわれていたんですが、現在では労災事例が少なく安全衛生改善計画の

作成を指示される事業場が相対的に減っているということもあって、どうも合同の説明

会というよりかは事業場ごとに説明が行われ、事業場とコンサルタントの間でのつなが

りが若干弱くなっているんじゃないかなというようなことが示唆されます。 
以前もこの点については、森山先生のインタビュー調査においても、コンサルタント

の側から見て、どこが指定事業場になっているのか分からなかったと。分からなくなっ

ているというような指摘がありまして。その話とも今回のインタビュー調査の中で、実

際の適用の場面でどうなってんのかってなると、恐らくある種、普通にあれだと思うん

ですが、裏取りと言ったらあれですけれども、実際の感覚というの、実務的な感覚と少

し平仄（ひょうそく）が合っているのかなというようなところになります。基本的には

安全衛生改善計画については、このような形で実際に適用され、実務上運用されている

というようなお話を伺うことができました。 
他に 81条以下についてですが。コンサルタントに関する規定なので、適用の実際とい

っても実際の試験の話になってくるので、ここでは少し、かなりご紹介するのがなかな

か。何をご紹介すればいいのか私自身あまりよく分からないところもあるんですが。私

のほうとして少し追加をさせていただいた内容というのは、以上になります。 
あとは年度末に三柴先生から、ちょっと条文に則し過ぎて、そのまま条文を書いてる

ようなとこもありましたので、そこは少し修正をさせていただいて、適宜少しでも分か

りやすいような形にはさせていただいてます。ちょっと不十分かもしれませんけれども、
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今回は適用の実際を中心にご紹介をさせていただきました。 
ちょっと短いものですけれども、以上です。よろしくお願いします。 

三柴：簡潔かつ要点をついていて、よく分かりました。報告がですね。順調に必要な作業

を進めていただいてると思いますので、南先生の報告はこれで取りあえず終了とさせて

いただいて。 
次は、鎌田先生と田中先生のところですね。鎌田先生、適用の実際等について追記を

していただいてると思うんで、状況についてご説明をお願いできますか。 
鎌田：じゃあ、ちょっと共有してもよろしいですかね。 
三柴：お願いします。 
鎌田：声、聞こえてますでしょうか。 
三柴：はい。 
鎌田：おおむね、その都度さまざまな先生方からインタビュー、あるいはご示唆を受けて

追加してるところなんですけれども。三柴先生から特に送検事例含めて具体的な例を挙

げるべきであるということから、今回ちょっと 2 件ほどなんですけれども、赤い……。

すいません、何かちょっと。送検事例ということで、88 条の計画届のところで送検事例

というのを。これは送検事例集から引っ張ってきたものを、こういうふうに書いており

ます。それから、さらに付け加えるものがあれば付け加えていくということです。 
あともう一つは 100 条に関連して、いわゆる労災隠しのところで。労災隠しの実例と

いうことで、これも送検事例から紹介をしているということです。 
さらに、これは死傷病報告の提出の手続きの実際、運用の実際というところですね。

これ私、以前からどうもすっきりよく分かってなかったので、森山先生とか内田先生か

らつい先だって、いろいろとご示唆を受けて、さらにその運用の実際。死傷病報告の提

出期限とか提出の要否とか、そういったことで実はなかなか面倒な問題がありそうだな

ということで、一応行政実務としてはどんなふうにやってますかっていうことでお聞き

した内容をここに書いてあります。さらにまた、森山先生には、さらにいろいろとお聞

きすることになるかというふうには思ってます。 
時間もあれなので、少し私のほうで三柴先生にもお伺いしたいことがあって、あるこ

となんですが。この 100 条関係では、さまざまな形の報告届、それから作業届というの

がありまして。これは恐らく、さまざまな規則だとか、そういうところで皆さんがそれ

ぞれ触れられていると思うんですが、届けについては私のほうで記載をするということ

なのかなというふうに思っていて。何よりも、その様式ですね。届けの様式については

厚労省のホームページなどを探りながら、できるだけこの様式については参考に挙げよ

うというふうにして集めてるんですが、どうも見つからないものも間々あるということ

で。 
何でそうなってんのかなと思ったら、兼用してる場合が結構あるんですね。届けを。

様式を。そうすると、若干不安が出てまいりまして、それぞれの報告届、作業届の全体

像を示して、かつこれがどういう形で兼用されてるのかということを示してるようなも

のでマニュアルがないのかなということが今、つい最近悩んでいるところであります。

それが 1 つ。 
もう一つは、この報告様式について全部調べて一応コピー取ってるんですけども、こ

れあれですよね。この本文の中にいちいち入れてると何か非常に見づらくなってくるの

で、まとめて外付けような。外付けっていうか後付けっていうんですかね。そういう形

で出してよろしいか。いうふうにしたいと思うんですが、そのことについて。 
これは書き方の問題ですが、まずは各種様式でどうしても見つからないものがあって、

しかも兼用しているというものがあって。これって全体像、どうしたら知ることができ

んのか。これ、教えていただきたいということで。 
以上です。 

三柴：ありがとうございます。まず、この報告書での様式の掲載についてなんですけれど
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も。確かに分かりやすくという基本方針なんですけれども、行政に提出する様式、書類

の様式を網羅的に載せていくってことは考えてなくて。要するに、いろんな様式、いろ

んな届け出の制度といろんな様式があるけれども、典型的にはこういうものですってい

うのを代表として 1 つ載せるのが一番賢明じゃないかと思います。 
あとについて、必要があればどこが違うかっていうことだけメモ書き程度にぽんぽん

と書けば、それで字数は削減できるわけで。あるいは様式自体載せないで、どういう内

容を書き込むように要求してる。大体共通項はこうであるっていうふうに、ぽんと書い

てもいい。私も書式がいろいろある場合は、そういうふうにしているんですけども。た

だ、代表例を例えば 1 つ載せるという場合に外付けにされること自体は、大いに結構か

と思います。 
もっと言うと、先生の報告書は文章の間に、行間に割と図を載せておられるんですけ

ども。私のもそうなんですけど、他の方々は割と外付け。最初からその図を外付けにし

ておられるので、その意味では、その部分だけ他に倣うみたいな格好になると。どちら

でもいいと思うんですけども。あるいは、本屋に、出版社に渡した時に、どっちかに統

一されるかもしれません。 
鎌田：分かりました。ありがとうございます。やはり代表的なもので、また特徴的なとこ

ろを文章で指し示すということで。全ての様式を網羅的に載せるということの意味も、

あまりなさそうだなとは思ったので。分かりました。そういうふうな方向でいきたいと

思います。 
三柴：ありがとうございます。じゃあ、鎌田先生については、報告書については、もうす

でにそもそも充実したものを頂いていて、そこに適用の実際について少し情報を追加し

ていただくことで、さらに趣旨が伝わりやすくなるという方向かと思いますんで、よろ

しくお願いいたします。 
鎌田：三柴先生、ちょっと忘れて。1 点。考察をこれから書くんですけど。要するに私の

ところは、安衛法の実効性確保というくくりだと思うんですよね。主に労働行政と司法

手続き、司法処分のことはもちろん書くんですけど。考察のところで。実効性確保とい

った場合に、例えば民事救済だとか、さまざまな。要するに、実効性確保、さまざまも

ろもろってあるんで、そちらのほうは私のところでは書かなくてもいいっていう認識で、

よろしいんですかね。 
三柴：結論から申し上げると、もうそれで結構かと思います。もっと言うと、この報告書

での最初の導入って何でしたっけね。研究方法とか書くとこありますよね。それから、

最後の考察んところありますよね。ここは本にすると抜けちゃうんですよね。本にする

と、要するに本編のところだけを並べて書いていくことになるので。もし考察に書くん

だけど、本にも載せたいっていうところがあったら、それはなるべく本編に持っていっ

ていただいたほうがありがたいのと。10 月までに。それからその後、出版社に原稿を出

す段階で、あるいは出版社から。そうですね。初稿でやられると結構出版社も嫌がるか

ら、出版社に原稿を出す前の段階で何とか本の原稿の中に入れていただきたいと。 
鎌田：分かりました。考察も載っけるのかと思ったので。そうすると、実効性確保ってい

う大枠の中で、労働行政と司法処分だけ書いてて、他にはあるんじゃないかという疑問

が出てくると困るなと思っただけで。載らないわけですね。そこはね。 
三柴：そうですね。分量的にも内容の平仄的にも、ちょっと載せられないかなという感じ

がしてます。 
鎌田：OK です。じゃあ、撤回します。 
三柴：恐縮です。それから、ちょっと戻って、南先生に軽めのコメントなんですけど。 
適用の実際関係で、適用例がないっていう場合には、ないならないって書いていただくこ

とが大事だっていうのが 1 つと。 
南：はい。 
三柴：それから、あと特安から重大事例公表っていう制度について、公表事例を。すいま
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せん。公表制度を作った時に、審議会のほうに、安衛分科会のほうに流れてきた資料が

あってですね。ここでは、こういう事例があるから、この制度が必要なんだっていう説

明で。それで、おっしゃるとおり 3 年間の間に同じ企業の中で重大案件が 2 つ以上とい

うところが、幾つか出てきてたんですね。 
さらに、これ私の記憶違いかもしれないんですけど、制度ができた後に。制度ができ

た後に分科会の中に、分科会での審議資料の中に、公表案件まで至ったものが 1 件か 2
件あるって見たような気がするんですけど。少なくとも、制度作る前はそれに相当する

ものがあるっていう資料が出てきたのは、はっきり記憶してます。で、制度ができた後

に適用例がわずかだけどあるっていう資料を見た記憶があるんで。これただ、すみませ

ん、うろ覚えなんで。ここは今の分化会の委員の原さんに、ちょっと確認してもらうの

がいいかなと思うんですけど。 
原さん。原さん、聞こえる？ 

原：聞こえております。 
三柴：例のあれ、何条にしてましたっけ。 
鎌田：78 ですかね。 
三柴：78 条の重大案件についての企業名公表の適用例があるかどうか、安衛部に聞いても

らえませんか。 
原：78 条？ 
鎌田：特別、ごめんなさい。ごめんなさい、特別安全衛生改善計画についてですね。いわ

ゆる特安、特衛と呼ばれるものについて、実際に重大事例があったかどうかっていうの

が実はあまり見えてこなくてですね。 
原：特別安全衛生改善計画。78 条ですよね。 
鎌田：78 条ですね。 
原：ここの適用例。 
鎌田：そうですね。実際に厚生労働大臣によって指示された事例があるかっていうことで

すね。 
原：分かりました。 
鎌田：すみません、申し訳ありません。もしお分かりになれば教えていただけると、あり

がたいです。 
原：かしこまりました。 
三柴：それでは、次へいきます。あとは、101、103 は近藤先生、います？ 
近藤：はい。 
三柴：近藤先生、101、103 って、どんな感じだったでしたっけね。 
近藤：私の加筆が終わって結構以前に提出させていただいたかなと。 
三柴：そうですね。そしたら問題はなしと。森山さんの 106 から 108 も終わってましたね。

これね。最後の 109 から 115 も終わってましたっけね。近藤先生。 
近藤：はい。 
三柴：ということであれば、これで逐条解説は一応万歳ということですね。 

あと、横断的検討課題については、これは別に適用の実際とかを確認する必要もない

ので。ちょっとこちらについては私のほうでお願いをしていくだけになりますけれども。

まず笹井さんのほうから面白い報告をいただいているので、ちょっと共有したいと思い

ます。すいません、きょうは実質最後の会なんで、ちょっと延びますけどもご海容くだ

さい。 
これで入っていって大丈夫なのかな。消えちゃったりしないかな。もし落ちちゃった

ら、すいません。多分、大丈夫だと思うんですけど。これ、どっかを押すと、ここで流

す音声を共有できるんですよね。ご存知の方、いらっしゃらないですかね。確か、どっ

かを。 
＜映像開始＞ 
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笹井：……が、の明記が増えた。これは。 
＜映像終了＞ 

三柴：聞こえます？ 
笹井：聞こえてます。 
三柴：じゃあ、よかった。ほしたら、笹井さんの。笹井さんの資料って見れますかね。私

が出したほうが早いな、これ。これですね。 
＜映像開始＞ 
笹井：……自体は、もうそう時間はかからないんですよ。結果からいろいろと名宛人が。 

分かったことといえば、まず旧安衛則に比べて現行の安衛則は名宛人の明記が増えて

いました。あと保護対象についても、旧安衛則に比べ、現行の安衛則では明記が増えて

いたことです。 
また、安衛法 20 条から 25 条に基づく安衛則の保護対象について集計しました。21 条

1 項ひも付く規定については保護対象の明記が多かったですけども、20、22 条について

は明記の割合が少なかったというような結果になりました。この結果から直ちにどうっ

ていうことが分かるわけじゃないですけども、傾向としては、そういう傾向であること

が分かりました。 
あと、20 から 25 条の規定の中でも、機械設備の点検、補修や機械のハード的な要件、

立ち入り禁止、退避、保護具に関して定めた規定を類型化して集計しました。ハード的

な要件っていうのはプレスの安全装置はこういう構造にしてくださいっていうような規

制のことをイメージして言ってるんですが、これについては保護対象の明記が少なかっ

たというような状況でした。 
あと周知に関する規定ついては、周知対象は全部書いてあって、41 項あったんですが、

全部労働者絡みでしたね。あと一番面白いなというのが立ち入り禁止に関する規定で。

立ち入り禁止に関しては、労働者はもちろん立ち入り禁止の対象にしてる規定が多かっ

たんですが、労働者以外の立ち入りを禁じていると考えられるような規定が幾つかあり

ました。具体的には、関係者以外の者とか、係員の他とか、必要でない者とかですね。

いずれも爆発を危険源とするものだったので、このような規定ぶりになっていると考え

られます。 
まだ書いてないんですが、喫煙などの特定の行為を禁止するような規定については、

逆に誰に喫煙を禁止させるのかっていうのを明確に書いてなかったですね。その意図は

どうなのかっていうのが分からないんですけども、傾向としてはそうなっていうような

ところですね。 
概要としては、このような形になります。 

○○：はい、分かりました。非常に…… 
＜映像終了＞ 

三柴：というような報告をいただいております。 
あと、こちらでお願いしたいのが、ことしの秋の労働法学会で報告される方におかれ

ては、その原稿、学会に提出される原稿をこちらの報告書のほうにも頂きたいと思って

いますので。この科研の成果として、こちらのほうにも掲載し、本のほうにも転載をさ

せて。ちゃんとクレジットを書いて転載をさせていただきたいと思っていますので、よ

ろしくお願いします。 
あと、丸が付いてるものが、報告書にも本にも載せられそうなものということで。全

てというわけにはいかないですけれども、一定程度ページ数に収まる範囲内でピックア

ップして。その他はすでに出していただいてるものは、報告書として所定の、厚生労働

省所定のサイトで報告するという形ですみ分けを図りたいと思っていますので、よろし

くお願いします。 
具体的には、「危険のおそれ」についてはすでに学会報告されてる原さんの原稿をく

ださいということと。それから、北岡先生の罪刑法定主義は、ここ専用のものとしてす
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でに頂いているものを使います。それから、笹井さんの報告書は今お示ししたものを使

います。森先生の化学物質管理と法定健診についての原稿は、すでに書き終わられてい

ただいているので、それを使います。労働法学会の報告との関係では、副業・兼業、フ

リーランスの安全衛生規制の原稿を北岡先生から頂きたい。井村さん……。 
北岡：三柴先生、すいません。1 点だけ。副業・兼業まで、ちょっと射程には入ってはい

ないんですが。 
三柴：いいですよ。これはあくまで仮のものですので。 
北岡：それであれば大丈夫です。 
三柴：タイトル、どうしてましたっけ。 
北岡：一応、学会は「雇用類似と安全衛生政策」。 
三柴：はい。ということで修正しました。これはちょっと、いいかげんに付けてたタイト

ルですけど、立証責任じゃないわ。私法的効力のところは、井村さんの原稿をください

ということと。あと他にも。学会報告用に出される原稿で、この研究班の方の原稿は共

有したいと思いますので、くださいということですね。 
じゃあ、5 分休憩入れて 20 分から 20 分程度をめどに、森山さんの法改正提案につい

ての検証をして、これで終えたいと思います。一応、あと 10 月と 11 月に入れておりま

すけれども、なるべく次回 10 月で締めとしたいと思っています。11 月は予備というふ

うに考えていただければと思います。 
じゃあ、5 分休憩取ります。 

 
三柴：じゃあ時間ですので、森山さん、お願いします。 
森山：はい、今共有いたします。では、よろしくお願いします。 

本日は時間もないっていうことで、これまですでに議論したことにつきましては、ち

ょっと省略させていただきまして。36 番から検討を開始させていただきたいと思います。 
法改正提案の検討の趣旨なんですけども、2 年前に全国の労基署にこの研究会からア

ンケートを送付しまして。その中に 1 つ、質問 4 としまして、そういう法改正提案があ

ればお書きくださいということで。手書きなのも恐らくありまして、かなり簡潔という

か、シンプルな提案文も多いんですけども。それを多少はこちらの研究会で、ちょっと

分かりづらい提案文もあるんですけど、それを汲み取ってちょっと話を広げていろいろ

検討できたらなというところで検討させていただいているところでございます。 
それで今回、これまでに、この資料は共有させていただいたんですけど、きのう私の

ほうでも同じような提案文が幾つもあるものについては 1 カ所にまとめましたので、ち

ょっと番号がずれている場合もありますので、その点ご承知いただければと思います。 
それで、37 番から始めさせていただきます。①は「A、B 等の解釈」とタイトル付け

ましたが、お読みしますと、「労働安全衛生法を刑罰法規として適用することを念頭に

した各法条文の規則内容の明確化」。「例えば、安衛則 519 条の「囲い、手すり、覆い

等」、墜落防止についての作業所の端部等に対する「囲い、手すり、覆い等」でござい

ますけれども、それに該当する措置がちょっと不明確である」と。例えば、求められる

高さの明確化ですね。結局何センチだったらいいのかというところを、もっとやってほ

しということ。 
それから、この②としましては、518 条第 2 項。これも作業所を設けられない場合の

墜落防護措置ということを定めた条文ですけども、「防網を張り労働者に安全帯を使用

させる等の規定においては、防網、安全帯、そして「等」の 3 つの措置の中の 1 つの措

置でいいのか。または 2 つ以上の措置を要するのか。そういったことは、ちょっと不明

確である」というような点でした。 
これについては、これまで①については検討済みでして。「等」の内容は法、「ある

いは規則本体でもう少し明確にすべきであろう」という提案がありました。これ以外に

もしご意見があるようでしたら、もう一度検討をしたいと思うんですけども、いかがで
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しょうか。特にないようでしたら、これもできるだけ明確化する方向でということで今

後検討を要するということで、よろしいでしょうか。 
玉泉：すみません、玉泉ですが。②のほうの、1 つの措置でよいか、または云々というと

ころは、読み方からいえば明らかに 1 つというのはもう分かるわけじゃないんでしょう

か。2 つ以上の措置というふうには、考えておりませんけどね。だからその点は、法律

の読み方が分かってる人やったら、当然分かるはずやと思うんですけど。保護帽は墜落

防止措置ではないでしょうから。 
保護帽があったらね。防網、安全帯、保護帽等というふうに保護帽がそこにあるんで

あれば、その措置でいいかどうかちゅうのはまた別の問題としてあるかもしれませんけ

ど、法の読み方としては明らかに、他の条文もみんなそうですけど、ポツですよね。

「その他」と「その他の」が違うのと同じように、他でもその中のどれかのチョイスに

なるわけですから。それ書くのは〔3 つの措置の中の 1 つの措置のみでよいか又は 2 つ

以上の措置を要するかわからない、というのは〕、ちょっと恥ずかしいんじゃないです

かね。 
森山：分かりました。 
玉泉：ちょっと法律家の人と検討していただいたらどうでしょうか。 
森山：分かりました。 
三柴：文言解釈の話〔防網〕、まさに字面の解釈の話なんだけど、「防網を張り、・・・」

ってつなげてる場合は、どっちも必要っていうふうに読んじゃう人が出てくるのは分か

る気はするんですよね。だから、普通法律上の表現では複数を列挙して、そのどれかを

チョイスすればいいっていう場合は、「防網を張る、労働者に安全帯を使用させる等」

というふうになる。「張り」じゃなくて「張る」と思うんだけど。そこはどうなんです

かね。 
森山：「張り」というのは連用形ですが、それによる文理解釈の違いについては私は考え

たことがありませんでした。（内容的には）墜落しない措置を講じろっていうことなの

で、安全帯とその取り付け設備があれば、それを使用させれば落ちないということで、

防網はなくても良いんじゃないかと解釈していました。 
玉泉：519 条ですと、墜落……開口部ですよね。「囲い、手すり、覆い等」ってあるでし

ょ。その 3 つやらないといかんのかとなってきますね、そこ。 
森山：そうですね、ええ。 
玉泉：それはないですよね。どれかでしょう。明らかに。 
森山：はい。 
玉泉：だから、そういうふうに従前から読んでるわけで。これを 3 つ全てやらなければな

らいという読み方、従前からしてませんからね。他の条文も皆そうですよね。その他の

というふうに、「その他」であれば明確だと思うんですけれども。下の条文には、「そ

の他の」ちゅうの、あるところもあるんですけれども。他のところではですね。僕は端

的に、その 3 つは例示的に挙げてますので。 
森山：これはおかしいですよね、やっぱり。この 2 番は確かにおかしいと思います。この

提案というか。 
玉泉：提案というのは、おかしいと思うけどな、やっぱり。読み方もちょっと。 
森山：ちょっとこれは、例としてはよくないです。申し訳ない。 
玉泉：よくないと思う。出すのもよくないと思う。 
森山：ありがとうございます。 

さて、ここで「等」について、関連した問題を提起させて頂きたいと思います。これ

も実際の運用では何とかうまく運用はしてるんですけど、度々問題になってしまうもの

なのですが、安衛則 147 条がございまして。これは、プレス以外で、手等を挟まれるよ

うな機械について規定しているものなんですけども。条文を見ると（適用の対象となる

機械について）「事業者は射出成形機、鋳型造形機、型打ち機等」という規定振りで、



37 
 

（必要な措置について）「労働者が身体の一部を挟まるおそれがある時は、戸、両手操

作式による起動装置その他の安全装置を設けなければならない」と規定しています。こ

の条文の適用対象機械からは、プレス機械と食品加工用機械が除外されております。 
（他方で）例えば JIS（B9711）などでは、（適用対象機械の定義を）内包的記述に

より行っています。安衛則 147 条は「等」でやってますから外延的記述ですけども。こ

の JIS のように、例えば「二つの可動部が向き合って動く。または一つの可動部が固定

部へ向かって動く」と。それによって人体部位が押しつぶされることを回避しなければ

ならないということになってますけども。そういった記述にしていく方向もあるのかな

と、私はちょっと思っております。 
ということで。それについては、もしご意見ある先生方はいらっしゃれば、ちょっと

お聞きしたいんですけども。そういった議論というのは何か。もしございましたら。よ

ろしければ浅田先生。 
玉泉：玉泉ですが、よろしいですか。 
森山：すいません。はい。 
玉泉：昔から僕、いつも思ってるんですけどどっちかいったら（安衛則）147 条の対象機

械をもうちょっと明確にしたほうが。ええとは思いますけどね。 
森山：そうですね。 
玉泉：（安衛則）131 条のプレスに該当しないのは、大体（安衛則）147 条にしてるんで

すけど。 
玉泉：この「等」のほうが、ものすごくファジーなんですよ。 
森山：この「等」っていうのは、つまり、おっしゃるとおりで適用対象物に対する「等」

っていうのは、非常に困るんですよね。措置の「等」は、実務上合理的に解釈できるん

ですけども、適用対象が「等」でやられてしまうと非常に難しいというか。 
玉泉：おっしゃるとおりですね。そう思いますね。すんません、以上です。 
森山：すいません、何かもう時間もあれなんですけども。浅田先生にお聞きしたいんです

けど、こういった（「等」を使用した）表現っていうのは何か安衛部のほうで何か議論

があれば、お伺いしたいんですけども。 
浅田：私が知っている範囲では、（安衛則）147 条のこの条文の対象物についての議論が

あったとは聞いておりません。 
先ほどの議論を聞いておりますと、やはりこれ、対象が何かというのは構成要件上、

大変重要な要件ですので、それは単に機械を幾つか並べて「等」だけでは、あまりに不

明確なのかなと。少なくとも、対象となる要件が明らかにするような表現に改めたほう

が適切ではないのかなと思われます。 
森山：ありがとうございます。（これに対し、）措置に「等」をつけるのは、ある程度許

容していったほうがいいんでしょうか。 
浅田：措置というより、だから措置の目的が明らかになるような表現ぶりであるならば、

それは解釈できると思うんですよね。例えば、墜落を防止する措置とか挟まれの危険を

防止する措置とか、そういう条文上それが明らかであれば解釈で補えるとは思いますけ

ど。 
森山：分かりました。ありがとうございます。 
三柴：やっぱり法律屋の発想で申し訳ないんですけど。さっきの（安衛則）519 条ですか

ね。それもそうなんですけども、法律屋だとやっぱり「防網を張り」だと、何か両方を

要求してるように聞こえちゃうっていうのもあるのと。それから、だから安衛則も少し

罪刑法定をいうのであれば、その表現を正確にっていうのは意識してもいいのかなとい

うのと。それから、今の（安衛則）147 条については恐らくですけれども、実際に今想

定してない機械でも災害が起きたら「等」で読み込んじゃうんじゃないかなと思うんで

すよね。だから、もし災害が起きたら「等」に読み込んじゃうんだろうなという気がす

るんで。どうなんでしょうね。「等」にある程度たわみを持たしておくのがいいのか、
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それともかっちり限定列挙で、これ以上は入れないよというふうにするのがいいのか。

そこは予防の効果と安衛法の罪刑法定との関係でバランスさせないと。何か、どっちに

寄り過ぎてもうまくいかないような気がするんですけど、どうなんでしょう。 
森山：私が考えてるのは、例えば手が押しつぶされる程度の動力を有して、かつ「可動部

が向き合って動くか、固定部へ向かって 1 つの可動部が動く」とかっていう、こういっ

た抽象的な表現を使用してもいいのかなっていうのは、ちょっと思ってますけど。どう

いうふうに考えていくのか。 
三柴：そうですね。それは賛成ですね。確かにね。 
森山：いわゆる性能要件や自律管理といったことやってくんだったら、JIS のような表現

も、ちょっと取り入れてもいいのかなというような。ただ、そうするとやっぱり安衛則

全体の問題になってきますんで、全く簡単ではない問題なんですけど。 
三柴：でも、少しずつでも手付けないと変わらないので。おっしゃるように、その。安衛

則の時代、どっかから引き継いできた、ひいては工場法時代から引き継いできたって規

定があるんだけども、例えば旧安衛則については結構場当たり的に規定作ってる感じが

するんですよ。 
だから、結局ものによっては。さっきお示しした笹井さんの分析がよく示してるけど

も、ものによっては具体的な対象を列挙して規定をしているけれども、ものによっては

もう少し包括的に機能を書いて性能要件的な定めになっていたりして。あまり一貫して

ないんですよね。 
だから、取りあえず性能要件的に書いて、要するに何をしちゃいけないのかっていう

のが明確になる書き方ができるんだったら、そっちに直してったほうがいいとは思いま

すんで。そこは、（安衛則）147 条は森山さんの提案に私は賛成ですね。 
森山：ありがとうございます。先生方。 
北岡：北岡です。1 点よろしいでしょうか。 

罪刑法定主義の見地から、今の 518 条 2 項なり 147 条ですか。安衛則の。これどう読

むかなんですが。恐らくは、今現行解釈として恐らくいっぱいいっぱい、この解釈が許

されるんじゃないかと。 
私も 1 年生向けに今、法学入門的なことやるんですが、そこでよく言うのは、この拡

張解釈と類推解釈。拡張解釈は一応、刑法上も許容され得るというんですけれど、その

例としてよく挙がるのが刑法 129 条の過失往来危険罪。ここで汽車っていう文言がある

んですよ。過失によって汽車を転覆させたりすることは、当然これは過失往来危険罪に

なるわけですが、この汽車にガソリン車が。ガソリンカーが、普通の自動車ですね。含

まれるかどうか。動力源は異なりますので、もう厳密な解釈をするとガソリンカーは含

まれないとなり得るわけですが。これについては戦前の大審院判決においても認めたん

ですね。拡張解釈は。汽車の代用のガソリンカーについては、確かに燃料は違うんだけ

れど、交通往来の安全を保護するという規定の趣旨であったり、あるいは同一の性質な

どを念頭に、汽車にガソリンカーを含めることを許容したと。 
動物でいうとすると、馬とロバ。もう何か、いっぱいいっぱいの気がするんですけど。

授業で話してても、あんまりうまい例じゃないなと思ってますけど、馬とロバは拡張解

釈としては許容されるっていうことは、よく言われます。 
これに対して、類推解釈として許容されないというのは、例えば「馬はこの橋を渡る

べからず」と規定している中で、牛もこれは同じ生き物だから馬に含まれるんだと。こ

れは類推解釈として許されないというのが標準的な、法学入門教科書でよく記述されて

いる例です。 
その見地から見ると、先ほどの（安衛則）518 条 2 項も、あるいは（安衛則）147 条

も、それなりに拡張解釈で認められる範囲なのかなと思いますけれど、三柴先生がご指

摘のとおり、曖昧さはこれは。もう曖昧さは当然否定できませんし、時代状況等に応じ

て規定の文言を不断に見直していくというのが当然、必要だとは思います。 
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森山：ありがとうございます。 
北岡：あと、（安衛則）518 条、仮に明確化するのであれば、新たに同条３項を新設する

のが一番、すっきりはするのかなと思います。 
森山：といいますと、3 項というのは？  
北岡：例えばですけれども新たに 518 条 3 項に「事業者は前項の規定により、防網を張り

労働者に安全帯を使用させることが困難な時は、保護帽を着けさせないといけない」等

と規定を追加するのが恐らく一番明解なんでしょうけれど、非常に条文が煩雑化するの

で、恐らくはこういう立法選択をされたのかなというふうには、今ちょっと推測してお

りました。 
以上です。 

森山：これを 3 項にするというお話だと思うんですけど。 
北岡：はい。 
森山：これを 3 項にする。ありがとうございます。 
北岡：分かりやすさでいうと、そうなるんですけれど。 
石崎：すみません。ちょっと 518 条についてお伺いしたいんですが。要するに、3 つのう

ちのどれかっていう。安全帯の使用か防護網（防網）か等かだと思うんですけど。今お

話あったように、この「等」っていうのは、安全帯を使用させることが著しく困難って

いう状況がないと選択肢としては出てきては駄目っていう、そういう理解になってくる

んですかね。 
北岡：本省の行政解釈は、そう書いてるんですね。確か。 
石崎：ですよね。 
森山：防網と墜落制止用器具と、何かしらそれと同等なものであれば、特に優先順位なく、

何かしら同等な措置があれば。 
石崎：何かしら同等なら、それでもいいっていうことなんですか。 
森山：いいと思うんですけど。ただし、保護帽だけですと。保護帽って当然頭部だけです

ので、頭部以外傷害を受けるので、（頭部以外には）効力がないということで。それは

優先順位を通達で付けているというような形なんで。 
石崎：なるほど。何か、実は調べてた判決で、日本総合住生活ほか事件の判旨の中で、一

丁掛けの安全帯を要は使ってて、それで事故が起きちゃったって話だったんですけど。

高裁は、二丁掛けを使ってないっていう、その状態がですね。一丁掛けだけ使わせてる

って状態が、この 518 条 2 項違反にすらなるみたいなことを何かちらっと言ってて。い

や、そうなのか、ほんとにそうなのかなって、ちょっと思って気になってたんですけど。 
つまり「等」っていうのがあるんだとしたら、別に一丁掛けだったとしても、ちゃん

と指導したりとかしてれば、別に違反にはならないんじゃないかなっていう気もしたん

ですけど。何かちょっと、その高裁の判決がよく分からなくて。すいません、ちょっと

口を挟んでしまいました。 
森山：ありがとうございます。 
柳川：すいません、ちょっと一言だけ口挟まさせていただきますと。 
森山：お願いします。 
柳川：行政の解釈は、例の木から落っこったってあの判決の時にはすでに出ていたんです

が。落ちたのは、移動の時でして。行政は移動の時は、墜落制止用器具を着ける必要な

はいという解釈をしてます。必要なのは作業する時だけですね。なので、あの判決は大

変……。あれ、移動してる時でしたよね。枝を払って。 
石崎：そうです。移動した時です。 
柳川：しかも行政は、よせばいいのにガイドラインの中で、木の伐採なんかをする場合に

ついては墜落制止用器具が使えないんだから、保護帽で構わないみたいなことをはっき

り書いてるんですね。ちょっと、よせばいいのという気はしますけど。 
すいません。余計な口、挟みました。 
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森山：ありがとうございます。木の伐採の時は、私なんかも基本的には高所作業車を使用

するっていう前提も 1 項違反で指導することもありますけども。 
すいません、石崎先生の……。 

柳川：誤解のないようにお願いしたいんですけど、移動の時について法律上違反にはなら

ないというふうに言ってるだけで、行政のほうも、移動の時も墜落制止用器具を着けろ

というふうには言ってます。ガイドラインでは。そこ、ちょっと誤解のないよう、お願

いします。あくまでも、それは法律上は義務がないというだけですね。 
森山：石崎先生のそれは、民事裁判ですか。 
石崎：民事裁判です。 
森山：ありがとうございます。 
石崎：そうすると、高裁がちょっと厳しく判断し過ぎてる感じがあるということで、いい

んですか。 
森山：ただ、条文をそのまま解釈すると、特に高裁判決が間違ってるわけじゃないと私は

思うんですよね。移動と作業っていうのを、（文理上）分けるのか分けないのかってい

う問題だと思いますので。 
石崎：義務違反を認めた判断自体は別に、それはそれでいいのかなと思うんですけど。何

か、その時に 518 条 2 項で予定されてる措置がとられてないっていうようなことを言っ

たのは、余計だったんじゃないかなという気がしてるっていう。 
森山：条文に立ち返ると、やはり作業に移動が含まれるかどうかっていうのは、完全に法

解釈の問題ですので。裁判所がそう解釈すれば行政解釈より優先されるということであ

ると私は思ってます。 
石橋：もちろん、そうなんですけど。ただ、この裁判官もそういう意味で、ちょっと解釈

……。一審は違う判断なんですね。なので、ちょっと。そういう意味で、裁判官でも悩

むところではあるので。そういう意味で、先ほどの北岡先生のご提案ですとか、より明

確化してくっていうのは、やっぱり必要なのかもしれないなっていうのをちょっと思っ

たっていう次第です。 
森山：ありがとうございます。先生方、他にいかがでしょう。 
三柴：森山さん、時間も時間なんで、あまり進めませんでしたけど、次回はいけるでしょ

うから。要するに、この件は明確化が必要ということで、ただ、北岡先生言うように、

法解釈って硬いようでいて柔軟性はあるので、拡大解釈で許される範囲はいいんでねっ

ていうところで収めてみたら、いかがでしょうか。 
森山：はい。ありがとうございます。では、きょうはこれだけで。 
三柴：そうですね。これで終えたいと。本来でしたら、全参加者の方に一言頂くべきとこ

ろなんですけど、ちょっと時間がないのと、きょうは進捗状況の確認に。実質上、修正

を予定すると最後の会ということで。進捗（しんちょく）状況の確認に費やしましたん

で、お許しをいただきたいと思います。また、内容的には濃い会になったかなというふ

うに思っております。 
どうも本日も非常に有益なご所見等をありがとうございました。では、あともう残りも

少ない研究会になりますけれども、よろしくお願いいたします。どうもほんとにありが

とうございました。では、これで終了いたします。 



新厚労科研安全衛生法学プロジェクト 
第４回（通算第２８回）会議開催要項 

 
２０２２年１０月１５日（土曜）１３：３０～１６：００ 

於）Zoom 
 
１ 報告書執筆上の留意点（概ね再掲） 
 ・現場のリアルが見える体系書。判例、実例、運用実態を徹底的に重視する。 
 ・運用実態（適用の実際）については、先に共有した行政官・元行政官向けの調査結果や

労働調査会発刊の送検事例集等を積極的に引用する。その他、厚生労働省労働基準局監督課

「労働基準関係法令違反に係る公表事案」、裁判例、労働者健康状況調査等を積極的に参照

して下さい。三柴報告書を参考にして頂く。 
 この項目は、基本的に監督行政の条文運用実態や、規制対象による履行状況を記す項目で

あり、履行支援のためのガイドライン等は、「内容」欄に示す。 
 引用方法 
令和２年度本研究プロジェクトによる行政官・元行政官向け法令運用実態調査（三柴丈典

担当） 
とする。 

 ・技術的な用語、法的用語について、用語解説を徹底する。 
 ・平易な表現に努める。ただし、先ずは情報の洗い出しを進め、表現の工夫は後に行う方

法も可。 
 ・技術的な用語の解説について：謝金を出せるので、やりとりの経過を記録して、ある程

度まとまった段階で、担当アシスタントの早川さんに送って下さい。 
 ・現段階で報告書にみられる問題点と改善方法 
 1）報告書冒頭の要約部分に、執筆テーマ（～について書いていきます）や解説対象条文

の内容をそのまま書いておられる方がおられます。調査して判明した事柄の要約を記載し

て下さい。 
 2）関連条文の欄には、解説対象条文の下位の政省令・通達のみを書いている方がおられ

ます。他の分野の法律（建築基準法、健康増進法、化審法など）で、同じ問題に規制をかけ

ていて、適用の重複が生じる可能性がある規定を記載して下さい。 
 3）適用の実際の欄に、履行支援のためのガイドラインや行政による案内のみを書いてい

る方がおられます。監督官らによる運用実態を記載して下さい。 
 4）関係判例の欄の記載が乏しい例がみられます。解説対象条文に直接言及していなくて

も、規制の趣旨に関わる判例を積極的に採り上げて下さい。 
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 5）私法上の効果の欄の記載が乏しい例がみられます。直接その条文に違反した場合の民

事救済のみでなく、被災者が加害者側の落ち度を追求する際に援用する可能性を考え、いろ

いろな当事者、関係性を多角的に想定して論じて下さい。 
 
２ 特別報告 
東海村 JCO 臨界事故に関する刑事事件の整理 

 三柴 丈典 
 
３ 研究経過報告 
【逐条解説】 
 三柴（1～5） 
  未了（現在遂行中） 
 大藪＋近藤（6～9：労災防止計画） 
  大藪報告、近藤による災防計画策定関係者へのインタビューを踏まえた加筆修正は完

了。三柴による要約の加筆修正は未了。 
 三柴（10～19 の 3） 
  未了（現在遂行中） 
 原（20～21）（＊語り部情報追加）、 
  本論の報告は完了。適用の実際、語り部情報の加筆、三柴による要約の加筆共に未了。 
 佐々木（22～25 の 2）（＊）、 
  本論の報告、語り部情報の加筆は完了。三柴による要約の加筆は未了。 
 森山（26～27） 
  報告完了。三柴による要約は未了。 
 石崎（28～28 の 2）（＊） 
  報告は概ね完了。三柴による要約は未了。 
 三柴（29～32） 
  報告、要約共に完了。 
 淀川（33～34 条）（＊） 
  報告完了。三柴による要約は未了。 
 森山（35～36） 
  報告完了、三柴による要約は未了。 
 井村（37～41）（＊） 
  報告は概ね完了。三柴による要約は半分ほど完了。 
 森山（42～44 の 2） 
  報告は着手段階、要約は未了。 
 淀川（44 の 3～54 の 6） 
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  報告、要約共に未了。 
 長谷川（55～58）（＊） 
  報告、三柴による要約共に完了。 
 阿部（理）（59～63）（＊） 
  報告は概ね完了。三柴による要約は未了。 
 石崎（64～68 の 2）（＊） 
  報告はほぼ完了（68 の 2、関係判例を進行中）。語り部情報その他追記部分の要約は未

了。 
 吉田（69～71 の 4） 
  報告完了、三柴による要約は未了。 
 大藪、只野、近藤、三柴（72～77） 
  報告及び三柴による要約共に完了。 
 南（78～87）（＊） 
  報告は完了。三柴による要約は追記部分以外完了。 
 鎌田・田中（88～100） 
  報告は概ね完了。三柴による要約は追記部分以外完了。 
 大藪・近藤（101～103） 
  報告完了、三柴による要約は未了。 
 吉田（104～105） 
  執筆者交代。報告、要約共に未了。 
 森山（106～108） 
  報告完了、三柴による要約は未了。 
 大藪・近藤（109～115） 
  概ね報告完了、三柴による要約は未了。 
 
【横断的検討課題】 
 ・性能要件規定の是非と射程（三柴） おそらく× 
  未了。旧安衛則に関するメモのみ作成済み 
 ・安衛法・規則の名宛人と保護対象の整理（笹井） おそらく○ 
 ・建設アスベスト訴訟の意義～安衛法の保護射程～（） 
 ・作業関連疾患の予防（三柴） おそらく× 
  未了。 
 ・罪刑法定主義と安全衛生の確保の関係（北岡） ○ 
  報告は概ね完了。三柴による要約は未了。 
 ・「危険のおそれ」（原） ○（昨年の労働法学会報告テーマ） 
  労働法学会用の原稿は脱稿済み。三柴による要約は未了。 
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 ・発注者の責任、派遣労働者の安全衛生管理（近藤（ただし、発注者の責任が優先） お

そらく○ 
  未了。 
 ・化学物質管理（森） ○ 
  報告、要約共に完了。 
 ・法定健診制度（森） ○ 
  報告、要約共に完了。 
・中小企業の安全衛生管理（高木） 

  完了。研究書掲載の適性については要検討。 
・雇用類似と安全衛生政策（北岡） おそらく○（労働法学会報告テーマ） 

  報告、要約共に未了。 
 ・安衛法の私法的効力（井村） おそらく○（労働法学会報告テーマ） 
  報告、要約共に未了。 
 ・産業ロボットへの接触に関する規制（藤森） × 
  報告は完了しているが、体裁整備と内容の深化が必要。 
 ・SDGs と労働安全衛生（永田） おそらく× 
  未了。現在、別の厚労科研プロジェクトで調査中。来年度のプロジェクトで報告書提出

予定 
 ・特別規則の成立経緯、趣旨と基本構造、統合の可能性 おそらく× 
 （衛生関係：藤森、安全関係：浅田） 
  藤森報告書：体裁整備が必要 
  浅田報告書：用語解説・図示が必要 
 ・事務所則における男女別トイレの是非（内藤） × 
  提出されるか不明。 
 
４法改正提案等の検討 →○の可能性あり 
・行政官・行政官 OB からの提言にかかる検討 
先に実施した各都道府県労働局、主要監督署、関係団体に勤務する行政官・行政官 OB を

対象とした調査で示された要検討事項と法改正提案について、個々に検討する 
推進担当：森山 

 
５ 今後の予定の確認・調整 
 
１１月１２日（土曜） １３：３０－１７：００ Zoom 
 
 分担研究報告書の締め切り 
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 １１００月月末末日日  
 研究代表者において、約２０名分の分担報告書をチェックし、やりとりさせて頂く必要が

あるため、期限厳守をお願いします。 
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三柴：大体皆さん入られたようなので、始めたいと思います。聞こえてますでしょうか。 
改めまして、ご参集ありがとうございます。本日、なるべく本日で終えたいと思って

おりますので、よろしくお願いいたします。 
では、早速ですけれども、会議開催要項に従って進めたいと思います。まず、かなり

くどくなっていますけれども、徹底のために、また今日、できれば最後にしたいという

こともありますので、報告書の基本方針、執筆上ご留意いただきたい点について改めて

お伝えをします。 
最も重視している、他に出ている本と差別化できる要素は、要は現場のリアルが見え

る体系書にしたいということであります。現在出ている安衛法の体系書っていいますと、

体系書、解説書といいますと、一部を除いては、要は法律条文と関係する政省令、通達

を並べているものが多くて、確かに安衛則の解説書等で、図式なんかも結構盛り込んで

るものがありますけれども、事件とか監督指導実務とか、そういうところまでは洗って

いないということで、実務家も経験がないとなかなか読めないという感じになっている

ので、できれば事務系の方でも、手元にあって、関心のあることをぱっと調べられると

いうような本にしたいと思っております。 
従って、運用実態、適用の実際のところが特に重要ということになりまして、その部

分については、以前に実施した行政官らに向けた調査の結果であるとか、それから、行

政のほうで公表している監督指導の結果の公表情報であるとか、あるいは健康問題につ

いては労働者健康状況調査等ありますので、そういったものからどんどん実態を抜き出

して、そのストーリー性を立てて記していただきたいということであります。 
それと、これは基本的なことですけれども、適用の実際の部分というのは、あくまで

も条文の運用実態等を書いていただく箇所ですので、履行支援のためのガイドラインと

か、手引きとか、マニュアルとか、そういうものを書く場所ではないと。それはあくま

で条文の解釈に関するので、内容欄に示していただきたいということであります。 
それから、技術的な用語や法的な用語、いわゆる専門用語については、用語解説を徹

底していただきたいということもつとに申し上げております。また、平易な表現に努め

ていただきたいと。要は、単に実務家向けにそうしてほしいということだけではなくて、

専門家でもちょっと分野が違うと、もうある分野の専門用語は分かりませんので、そこ

はご留意いただきたいということであります。 
また、その技術的な用語の解説について必要だということであれば、謝金は出せます

ので、その専門家にまとめてお聞きいただいて、その謝金をこちらの事務の早川さんに

送っていただきたいということも申し上げてまいりました。 
現状、報告書を拝見していて感じられる問題点もここにまとめてあるとおりでありま

して、まず、要約部分に要約を書いていないと。その解説対象条文の内容をそのままコ

ピペしているようなものを見受けられるので、要するに調べて分かったことをちゃんと

要約して書いていただきたいということが 1 つですね。 
それから、関連条文のところに、単に解説対象条文のひもづき政省令等を書いておら

れる方がおられますけども、そういうことを意図してるんじゃなくて、同じ問題につい

て、ある解説対象条文が、その適用対象とするような事情に、他の法令も重畳的に競合

的に適用されるというような可能性があれば、それを拾い上げていただきたいというこ

と。 
それから、先日メールでお送りしてたように、関連条文を挙げる時には、単に何法何

条と書くんじゃなくて、それがどういう内容なのかということを簡単に括弧書きでもい

いから記していただきたいと。とにかく読み手の便宜を考えていただきたい。読み手に

配慮していただきたいということをお伝えしております。 
それから 3）はさっき申し上げたんで繰り返しません。 
それから、関係判例の記載が乏しい例が見られますので、ここはなるべく充実化して

いただきたいということですけれども、単に専門データベースなどを見ても、条文にひ
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も付く関係判例が出てこないということは多いわけですね。これは専門書を見ていると、

データベースには載ってないけども、専門書には書いてあるということが結構あります

し、それから、一見その情報に関わりないようでいて、実は言外にその条文を意識して

るなというような判例も結構あります。 
また、見ようによっては、その条文に関わるような民事上の判例というのもあったり

しますので、そういうものは拾い上げていただきたいということであります。 
それから、特別報告は、今日は私から端的にもう要点だけ、JCO 臨界事故についてお

伝えをしたいと。正確には、その事故後に下された刑事裁判の判決のポイントだけお伝

えしたいと思っておりますけれども、ちょっと順番を変えまして、3 番の研究経過報告

のほうから行きたいと思います。 
まず、1 条から 5 条と 10 条から 19 条の 3 については私の担当で、現在鋭意進めてい

るところということであります。この JCO の臨界事故についても、この部分を調べてい

る間に行き当たったということであります。ただ、やっぱり遅々として進まないという

か、技術的な事柄とかっていうのは一から調べていかないといけないので、ものすごく

時間がかかるということを繰り返していて、時々気が狂いそうになるなというのが本音

としてあります。終わるんかいな、これっていう、そこはかとない不安にずっとさいな

まれっ放しなんですけども、逆に言うと、だから意味があるプロジェクトなんだろうと

いうふうに思っています。 
それから、6 条から 9 条は災防計画関係で、現在 14 次防ねっていうところです、行政

においてはですね。で、13 次防まではここに書かれているということなんですけれども、

私の認識では、近藤さんによる関係者へのインタビューも踏まえた加筆修正は終わって

いると理解しているんですけども、今日、近藤さんおられますかね。 
近藤：はい。 
三柴：この理解でいいですか。 
近藤：はい、終わっています。 
三柴：はい。ありがとうございます。 

次、20 から 21 条は原先生の担当で、適用の実際、とりわけ語り部情報の加筆がまだ

だったんでしたっけね。これは原先生、いかがですかね。 
原：はい、すいません、現在執筆中ですので、どうか締め切りまでもう少しお時間頂けれ

ばと思います。失礼します。 
三柴：はい、大丈夫です。もともと 10 月末の締め切りなんで、よろしくお願いします。 

それから、佐々木先生は既にもう完了しているけど、私の要約が終わってないだけと

いう理解で、これでいいですよね、佐々木先生。 
佐々木：はい、そのとおりだと思います。 
三柴：森山さん、26 条から 27 条は森山さんの担当で、これは報告完了し、私の要約が終

わってないだけと。 
それから、28 から 28 条の 2 は石崎先生の担当で、報告はおおむね完了しているけれ

ども、私の要約が終わってないというか、まだ報告自体、詰めが済んでないっていう段

階でしたかね、石崎先生。 
石崎：はい、そうですね。大まかな内容は前回ご報告させていただいたとおりで、あとち

ょっと用語の説明ですとか、若干〓背景〓災害とかで追記したい部分が残ってるとか、

そのような状況です。 
三柴：ありがとうございます。 

29 条から 32 条は私担当で、これは報告、要約ともに終わっています。 
33 から 34 条は淀川先生の担当で、報告は既に終わっているけど、私の要約は終わっ

てないということ。 
それから、35 条から 36 条は森山さんの担当で、報告は終わっていて、私の要約は終

わってない。あー、気重い。 
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37 条から 41 条は井村先生の担当で、報告はおおむね終わっていると。私の要約も、

前に頂いた分については終わっているから、半分ほどが終わってることになるっていう

理解で、これいいですかね、井村先生。 
井村：はい、それで。 
三柴：42条から44条の2は森山さんで、報告が着手段階という理解でよかったですかね。 
森山：はい。ちょっと何とか終わらせたいと思います。 
三柴：よろしくお願いします。 

44 条の 3 から 54 条の 6 は淀川先生の担当で、これは報告はまだ終わってないんでし

たっけ。 
淀川：はい、報告まだでございまして、ずっとサポートいただいている元行政官の奈良先

生と毛利先生にちょっとチェックいただきながら進めているところで、何とか 10月末ま

でには出したいとおもいます。 
三柴：よろしくお願いします。 

55 条から 58 条は長谷川先生の担当で、報告は終わっていて、要約もほぼ終わってい

るけれども、語り部情報を追加していただいた分の要約がまだ私のほうで終わっていな

いという理解だと思います。 
それから、59 条から 63 条は阿部理香先生の担当で、報告はおおむね終わっていると

いうことですね。長谷川先生、阿部先生、この理解でいいですか。 
長谷川：まず長谷川です。語り部情報の部分は、私の報告書の中に溶け込んでいまして、

三柴先生のほうで、別途加筆っていうのは、何かさらに分かれるんでしょうか。ちょっ

とそこが、●のほうの。 
三柴：いやいや、溶け込みで大丈夫ですし、私の要約は、ただ、溶け込みすらしてなかっ

た時の要約しかしてなかったんじゃないかなっていう記憶なんですけど。 
長谷川：そうですか。分かりました。 
三柴：でも、私が要約作った段階で溶け込み終わってたんだったら、もう私の要約も終わ

った扱いでいいと思います。 
長谷川：確かその時点で入っていたかと思います。 
三柴：分かりました。 
長谷川：ので、多分そこの部分がなしで大丈夫かと。ありがとうございます。私からは以

上です。 
三柴：ありがとうございます。1 つ肩の荷が下りました。 
阿部先生、いかがですか。阿部先生は入ってないか。入ってないですね。すいません、次、

行きます。 
64 条から 68 条の 2 は石崎先生のご担当で、報告はほぼ終わっているということでよ

かったですよね、これ。語り部情報を追記していただいたんでしたっけ、これ。 
石崎：昨年度、入れさせて……。この研究会で、もしかしたら報告してないかもしれない

んですけど、多分、入れさせていただいたような記憶があります。で、68 条の 2 がちょ

っと手付かずだったところ、ちょっとこの間、そこを今、中心に進めて、鋭意進めてい

るというところと、あと、関係判例でちょっとまだ書けてない箇所なんかがありました

ので、今そこらへんを進めているところになります。 
三柴：分かりました。私の要約は大体終わっているのですけども、終わってるんですけど、

そうすると、追加するとすると……。語り部情報も、私が要約した段階で盛り込んでい

ただいてたんでしたっけ。 
石崎：要約された、昨年ですよね。 
三柴：ええ、昨年。 
石崎：恐らくそうなのかなとは思うんですが、ちょっと自信がないです。 
三柴：分かりました。じゃあ、チェックはするという趣旨で、語り部情報と、それから、

語り部情報、その他追記部分の要約は未了としておきます。こう書いておけばチェック
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はするのでという。 
石崎：はい。 
三柴：次、69 条から 71 条の 4 は吉田先生ご担当で、これはつい最近報告書を頂いたとい

うことで、私の要約はこれからになる。 
72 条から 77 条は大藪先生、只野先生、近藤さんのご担当で、報告、要約ともに完了

しています。 
78 条から 87 条は南先生のご担当で、報告は完了していけど、要約が終わってないと。 
88 条から 100 条は、報告は、これは終わったという理解でいいんですかね、鎌田先生。 

鎌田：はい、おおむね。ただ、100 条のところを結構、手、入ってますので、内容はほと

んど変わってないんですけど、今、一生懸命書いているというところで、10 月の末まで

には終わるという、そういう見通しでやってます。 
三柴：ありがとうございます。 

101 条から 103 条は大藪先生と近藤さんのご担当で、報告完了していると。 
それから、104 条から 105 条は吉田先生がご担当で、執筆者交代という経過もありま

して、他の条文についてもそうですけども、執筆者交代という経過もありまして、先頃、

71 条の 4 までの報告書を頂いたところですので、引き続きこちらのほうも執筆をお進め

いただければということになります。まだ、だから終わっていないということですね。 
106 条から 108 条は森山さんの担当で、これは報告は既に終わっていて、報告書は出

していただいていて、私の要約が終わってないと。 
そして、最後、109 条から 115 条は大藪先生と近藤さんのご担当で、おおむね報告は

完了しているということになります。 
以上の理解でよろしいでしょうか、先生方。大丈夫そうですね。 
あとは、横断的検討課題のほうですけれども、性能要件規定について書きたかったん

ですけども、ちょっともう時間がないので、盛り込めないかと思います。 
それから、笹井さん担当の安衛法と安衛則の名宛て人と保護対象、そして規制内容の

概要の整理ですが、これは先般頂いたところで、非常に充実した内容でありました。本

省の担当者のほうにも送ってあります。 
それから、建設アスベスト訴訟の意義については、書き手が見つからないもんですか

ら、ちょっと盛り込むのは難しいと思っています。 
それから、作業関連疾患については、これは逐条解説のほうで実質的にこの内容を盛

り込めるので、落としていいかなと思います。 
それから、罪刑法定主義については北岡先生のご担当で、既に報告書を頂いていると。

これはもう報告書にも、それから著書のほうにも、研究所のほうにも掲載できればと思

っています。 
それから、原先生担当の「危険のおそれ」は、昨年の労働法学会で日独の比較法研究

を物されている。これを転用できないかなと思っています。実は、今年の労働法学会で

の報告内容も、このプロジェクトの成果の一環ということもありまして、この報告書を

今年度のこのプロジェクトの報告書と、それから発刊予定の著書のほうに載せたいと思

っているのですけれども、労働法学会誌との著作権の調整があるので、現在、編集委員

長の武井先生と、それから緒方先生に問い合わせています。転用していいですかってい

うことを問い合わせています。ちょっと書き換えてくれって言われたら、ご助力をお願

いしないといけないと思います。大体の内容は一緒でもいいけど、少し書き換えてくれ

って言われたら、先生方にもちょっとご協力をお願いしなきゃいけなくなると思います。 
それから、近藤さんにお願いした、発注者の責任等ですが、これはいかがですかね、

近藤さん。 
近藤：今、書いているところで、取りあえず、いったん 10月末までに 1つのまとまりとし

ては出せそうかなとは思いますので、10 月末までにいったん出したいと思います。 
三柴：分かりました。ちょうど今、厚労省で、フリーランスとか、ギグワーカーとか、建
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設一人親方とか、ああいう人たちの保護をどうするかという検討会をやっておりますの

で、その動向もちょっと見ていただければと思います。 
それから、その検討会に関係する情報ということですけども、産業保健法学会のウェ

ブサイトで、厚労省の中村氏と、このプロジェクトにも関与いただいている森晃爾先生

と、私とで、行政、それから産業衛生、それから諸外国の規制との関係という視点で、

ものすごく短い文章を載せていますので、ご覧いただければと思います。広報オンウェ

ブじゃなくて、ちょっとそれに近い名称でウェブサイトに、産業保健法学会のウェブサ

イトに載せていますので、ちょっとそれはご覧いただければと思います。 
前、共有しましたかね、メーリスで。最近共有したと思います。ちょっとご覧いただ

きたいと思います。 
それから、化学物質管理と法定健診制度については森先生に、もう初年度にまとめて

いただいて、これは出来上がっています。 
それから、中小企業の安全衛生管理については、高木先生からペーパー頂いておりま

す。そのことをちょっとこれまでミスアナウンスをしてしまいましたけれども、既にペ

ーパーを頂いていると。内容を拝見すると、大体イギリスの、自分でできるでしょって

いう内容の、簡単に言うと、規制の内容をシンプルにすれば自分でかなりコンプライア

ンスできるでしょっていうような内容を紹介している内容なんですよね。 
これ、日本の政策への参考用の情報としてはいいと思うんですけれども、そのまま研

究書に掲載して一般の人に読んでもらうべきかっていうと、ちょっと性格が違う感じが

するので、そこは考えさせていただきたいと思っています。 
それから、雇用類似と安全衛生政策は北岡先生のご担当で、これは労働法学会の報告

テーマなんで、転用ができるかどうかを私のほうで確認してからご相談ということにな

ると。 
安衛法の私法的効力についても同様と考えております。 
それから、産業ロボットへの接触については、これは報告書掲載事項というふうに考

えさせていただいています。 
それから、SDGs と労働安全衛生については、産医大の森先生のところの永田先生が

調べておられて、ペーパー頂ければなというふうに思ってたんですけども、実は、この

研究班に私、入れていただいてて、最近、研究成果を共有させていただきました。拝見

しました。 
ちょっと感じたのが、ちょっとうがった見方かもしれないんですけれども、確かに大

事なことは言ってる。この研究成果は、安全衛生に関する労災統計なり、ちゃんと情報

を開示せよと、企業がということ。それから、安全衛生の取り組みを指標化して、何が

できていれば安全衛生の取り組みをやっているかっていうことも、かなり指標化して明

らかになっているということ。 
それから、やはり投資家がどういう会社に、安全衛生をしっかりやっている会社に投

資をするっていう動きなので、投資をさせるっていう動きなので、経営者への訴求力が

あるというのは学ぶべき点というか、示唆を受けてしかるべきと思うんですけれども、

正直、国際的な投資顧問会社などがブランディングのためにSDGsとかESGとか、そう

いうのをちょっと利用してる感じが、私はするものですから、そのまま乗っかっちゃっ

て、日本の伝統的な安全衛生管理の仕組みですよね、つまり、ベテランや職人を大事に

するとか、それから集団的に物事を進めていくとか、そういう文化をもし壊してしまう

と、書類作れ、書類作れで壊してしまうと良くないなと。 
特に安全衛生関係は職人がいなくなっちゃうと、もう再生できないので、行政の地方

技官任用もそうなんですけど、止めめちゃったもんだから、もう人がいなくなって伝承

ができなくなるっていう問題が起きたりするので、何でも国際基準をそのまま持ってく

ればいいっていう話じゃないと、私は思っていて、その辺についてはちょっと永田先生

にもお話しして、ちょっと警戒しないといけないかもねっていうところでは合意をさせ
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ていただいたところです。というわけで、ちょっと載せるのは、今回載せるのはきつい

かなと思っています。 
あとは、特別規則関係ですけれども、この点、藤森先生と浅田先生と、藤森先生を通

じてちょっとご相談をさせていただいてきたところです。 
あと、男女別トイレの話は、内藤先生が、やらんでもないというお話だったんですけ

ど、ちょっと音信不通になっているんで難しいかなと思っているところであります。 
以上、事務的なところは終わりまして、内容に入っていきたいと思います。 
2 番目に戻って、特別報告ということなんですけども、そんなに時間をかけるつもり

はありませんで、ただ、やっぱり、この東海村の JCO 臨界事故っていうのは、国の安全

衛生政策や、それから現場の安全衛生管理にとって非常に示唆深いということを、調べ

ていて感じたので、話題提供的にお話を差し上げたいと思いました。 
ただ、今日もちょっと見直しておったんですけれども、技術的に専門的な話っていう

のは、私も難しいですし、詳しくないから、それから、専門の細部にわたってお話をし

たところで、伝わりにくいという感じがしたので、本当に要点だけ、調べて分かった筋

と感想だけお話しして、個々にお考えいただく程度でいいかなというふうに思いました。

従って、説明の材料は、この要約の部分だけに絞るほうがかえって伝わりやすいかなと

いうふうに感じたところであります。 
ちょっと頭に置いていただきたいマップがこれなんですけれども、というか、被害の

ほうから先にお話しすべきで、強烈に悲惨な被害は、写真でも残っているんですね。

NHK が特集組んだのですけれども、さすがに生々しい映像、画像は載せてなくて、ち

ょっと載せたか、そうですね、静止画の写真は少し載せていましたけれども、あまり残

酷なので載せてなかったですね。 
ただ、学会等で使われたらしい、非常に凄惨（せいさん）な生の写真は、ウェブで調

べれば載ってるので、一応リンク先までは貼って、メーリスで共有させていただきまし

た。ただ、本当に閲覧注意です。私が見ても、相当残るので。私は割と残酷な映像大丈

夫な、写真大丈夫なほうだと思ってるんですけど、相当残るので、気持ちに。ものすご

い陰惨です。 
言葉で言えば、最初、東大の放射能研に担ぎ込まれた被ばく者 2 人は、看護師から見

ると、退院できるんじゃないかなって思うような割と普通の姿だったと。それが放射能

を浴びてるために、結局、体の中の細胞等を再生する機能が破壊されているから、どん

どんどんどん人間の形を失っていくわけですね。人間の体っていうのは常に新陳代謝し

てるわけだけど、それができなくなるから、その新陳代謝の基になるDNA、細胞等が破

壊されてるから再生ができなくなるので、どんどん元の形を失っていくわけです。だん

だん血と肉の塊みたいになっていく、人じゃないような形になっていくわけなんですね。

それを収めた写真もあって、もうちょっと見るに堪えないという感じです。 
家族はずっと、特に大内さんという方の家族なんかは、そばでずっと、何とかならな

いかと思って入院先に通っていて、お子さんですかね、千羽鶴かなんかをずっと折り続

けて。で、もう医者から駄目だよって言われても折り続けてみたいなことも、NHK で

は放映されていましたけれども、もう何とも言いようがない、悲惨の極致と言っていい、

地獄ですね、一言で言うと。そういう様子が見て取れます。1 枚や 2 枚の写真からでも

見て取れると思います。 
人体が再生機能を失っているので、結局、皮ですね、皮膚の移植などもするんだけど

も、だんだんもう付かなくなっていくんですよね。ほんと最後は、人間かっていうのが

分からないぐらい、周りから見てても、この状態でなぜ生かしていかなきゃいけないの

かという、もう死んでもらったほうが楽じゃないかっていうぐらいの状況になっていく

わけなんですけども、そういうある種、世紀の大事故を起こした過程は一体何だったの

かということが、刑事裁判の記録の中にもかなりうかがえるわけですね。 
法律家のいいところの 1 つっていうのは、こういう事件を裁く時に、やっぱり真面目
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に調べて、真面目に考えるところだと思います。だから、裁判というのは、責任の所在

を決定するという役割がありますけれども、しかし、そのためにも、事件経過を非常に

詳細に洗っていて、この刑事裁判の担当判事も、かなりの認定事実を、事故調査報告書

と言っていいぐらい丁寧に書いております。 
その過程は、この図によく示されていると思うんですけれども、正規の手順というの

はこのように踏まなければいけなかったところで、どんどん省略化されていって、最後

の沈殿槽での手抜きの作業で臨界が起きたという構図であります。 
また別の図も似たようなことを示しておるのですけれども、この正規の手順は薄い矢

印、濃い矢印が手抜きの、良く言えば効率化を図った手順であったということで、もう

だいぶ省略されちゃったっていうことが、正規の手順からは省略されちゃったっていう

ことがお分かりいただけるだろうと思います。 
この手順では、第 1 工程というのと第 2 工程というのがあって、要するに八酸化三ウ

ランにきれいな水とかを混ぜていって、第 1 工程では、この八酸化三ウランをもっと洗

練化するっていうか、きれいなものに、商品として完成度の高いものにしていくと。さ

らに第 2 工程では、そのきれいになった八酸化三ウランを、さらに溶液として使えるよ

うに加工していくっていう、そういうプロセスになるんですけれども、それがぼんぼん

省略化されていったということなんですね。 
詳細を省いて筋だけを申し上げると、非常に原子力っていう、あるいは核燃料という、

非常に危ないものを、大変な危険物、危険物中の危険物を扱うということで、安衛法と

いうよりも、原子炉の取り扱い規制法のもとで、非常に厳しい条件が課されていたわけ

ですね。この JCO というのは、もともと住友金属鉱山から分かれてできた会社で毛並み

はいいわけなんです。そこが、要は行政の管理する機関から、ほとんど行政と言ってい

い所から仕事をもらって、事業を営んでいたと。 
その事業の許可を得るに際しても、当然、原子力関係法の厳しい規制を守るという条

件で許可を受けたという経過がありましたから、ある程度形式的な法令順守はするとこ

ろから始まっていたわけですね。当初はそれなりにコンプラはできていたと。形式的に

はできていたということです。 
しかし、核燃料の加工については、許可を受けた日本では唯一の事業者であったって

いうのが 1 つですね。さらに、旧動燃から、非常に散発的で、ある意味乱暴な発注をう

けるんですよね。高速増殖炉「常陽」の他、幾つか増殖炉あるわけですけれども、その

うちの「常陽」というものに用いる溶液を作ってくれという注文が不定期にやってくる

と。しかも三月以内にお願いとか、それも大量の生産をお願いというふうに発注が来る

と。それも 1 回や 2 回じゃなくて、もうほとんど毎回そういう発注の仕方であるという

ことが 1 つ。 
だから、それに応じるために、JCO 内ではてんやわんやの騒ぎになるわけです、毎回。

で、毎回会議開いて、どうやったら効率的にその要求に応えられるかっていうことを考

えていくわけなんですね。 
そこへもってきて、リストラが必要になったと。だいぶ経営が苦しくなってリストラ

が必要になって、そこで生産・安全管理体制の見直しが行われまして、もともと安全管

理室というのを、この会社はつくってたわけですけども、で、位置付けは割と高くして

たんですね、当初は。ところが、このリストラの必要に迫られて、生産管理部門の一部

に組み入れられてしまって格下げされるんです。で、安全管理グループっていう形に変

えられて、素人ばっかりの部署になってしまったということなんですね。そのよく分か

ってない人たちが、この加工の過程を、毎回やってくる無理な注文に応えるために、ど

んどん省略していったと。分からない人たちが工程を省略していく。 
これによって、当初、管轄庁のほうから求められていたっていうか、許可を受ける時

の基準として、自分らが示していたものでもあるわけですけれども、その条件がどんど

ん崩れていくわけなんですね。要するに、私流に言うと、安全秩序が溶解していったと、



8 
 

まさに。そういう過程をどんどん踏んでいくわけです。 
その結果、ついにはバケツでウランと他の物質の溶解作業を行って、本来貯塔で行う

べきものを沈殿槽で行うと。混合均一化作業というのは、ウランと他の物質を混ぜ合わ

せて、そしてその混ぜ具合が均等になるようにする作業なんですけども、それをバケツ

でやるということになってしまって、それをさらに沈殿槽に放り込んでいったと。 
本来であれば、臨界を防ぐためには、核燃料等は微量ずつ、ちょっとずつ、その加工

等の作業を行っていかなきゃいけないということで、バッチしばりとかいう表現があり

ますけれども、もう一度言いますと、少量ずつプロセスを踏んでいかないと危ないとい

う代物なわけなんですけども、この人たち素人だったんで、もう溶液状態になっていれ

ば、液体状態になっていれば臨界は起きないと誤解してたりとか、要するにおよそ分か

ってない状態の人たちが、分かんないまま、必要な安全の工程を省略していった結果、

要するに大量の核燃料物質、それもその混合作業を一気にやるということをしたために、

当然のように臨界が起こって、例の青い光が見えたっていうやつで、3 名が被ばくして、

そのうち 1 人は現場の管理者だったんですけれども、その人は助かったが、残りの 2 人

は、さっき申し上げたような、もう血と肉の塊のようになって亡くなったっていう、そ

ういう経過なんですね。 
その処分の仕方、これが法っていう感じがするのですけども、その処分の仕方につい

ても述べなければならないというのは、結局、当時の所長以下の管理者がみんな刑事被

告人になって、そして有罪判決を食ったわけなんですけれども、1 人を除いて全員執行

猶予が付いています。ただ、量刑の重さにおいては、所長が安全管理のトップだったっ

ていうことで一番重くて、その下に行くに従って、ポストが下がるに従って刑が軽いっ

ていう、そういう処理になったわけなんですね。 
これは一般刑事法上の刑事法典上の業務上過失致死の判断もそうなんですけれども、

他の特別刑法の適用においてもそうだと。原子炉規制法もそうですし、安衛法もそうだ

ということであります。つまり、法的なけじめのつけ方としては、職制が上の順から重

いっていう、そういう処断の仕方をしているということなんですね。 
お分かりと思いますけども、それは経営管理上の権限と情報を持っている、あるいは

持ちやすい立場にあるからということなのですけれども、現場から離れるほど状況分か

ってないわけなんで、一番、直接の犯罪をやったのは、現場の管理者であるっていうこ

とは判決も指摘しているわけです。しかし、法的なけじめのつけ方としては、立場が上

の人間から刑が重いっていう、そういうやり方になっているということです。 
執行猶予が付いた理由でもありますけれども、現に上から 2 人、3 人ぐらいは懲戒解

雇になっているんですね。だから内部処分も受けていると。内部処分も重いものを受け

ていると。下に行くほど、一応残ってると。失職したわけではないという。内部処分で

もそうなっているということなんですけれど。 
言うまでもなく、世紀の悲惨な事故ですので、これに加害者として、こんなものに加

害者として絡んでしまったら、もう生涯重い十字架が重すぎて、背負う十字架が重すぎ

て、生きていく気にならんだろうなと、私だったら思うようなものですね。特に現場近

くで自分が管理してて、残り 2 人が亡くなったというに及んでは、死にたくなるだろう

と思いますね。そういう事故なんですけども。 
安衛法上の処理がどうだったかと。組織図としてはこうなんですね。上のほうから順

に重い刑罰科されたということなのですけれども、実際は、確かこの人が直接的な犯罪

原因をつくったという指摘が判決からもあるわけですね。ただ、法的なけじめのつけ方

としては、一番軽い罪で済んだということなんですね。 
また、判決の指摘では、本件で被告人になった人たちは、みんな個人としても、遺族

にわび、そして個人的にお金を少し包んで謝ったということも言われております。さら

に、1 人道交法違反でちょっとやられちゃったっていう人がいましたけど、それ以外、

誰も前科がないんですよ。だから、普通のサラリーマンが大事故を起こしてしまい、大
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変な十字架を背負ったということですね。 
さらに言わせていただくと、先ほど説明した経過、安全秩序溶解の経過っていうのは、

時間をかけてなっておりまして、成立しておりまして、もともと発注の仕方も乱暴だっ

たし、発注者側の、それから受け手の側も、いくら発注が乱暴だからって、できないも

のはできないって言えばいいものを、結局唯々諾々と仕事だから受ける、無理でも受け

るっていうことをやり続けたわけですね。その点は判決も指摘しておって、被告人の代

理人弁護士は、発注者も悪いって言ったんですけど、それは違うと。受注者側が仕事を

受けるかどうかを判断するのが経営だろっていうふうに言っているということなんです

ね。 
ただ、法的にはそう言えても、社会的には、発注者側ももう少し配慮があってよかっ

たんじゃないかと思いますし、何より言いたいのは、時間かけてそういう安全秩序が壊

れてきているわけだから、過去の管理者みんな悪いんですよね。たまたまその災害が起

きた時に管理者をやっていた人たちがパクられているだけで、管理者歴代悪いわけなん

ですよ。しかも、その時の地位の高さによって量刑が決まっているというのが法的な処

分の仕方なんだけれども、これも、安全をどう実現するかっていう観点に立つと、それ

でいいのかなっていう面もあるわけです。法的な処理っていうのと、その実態が合って

いるのかっていうことはあるわけです。 
ただ、法的にそういうけじめをつけざるを得ないっていうのは、もちろんそのとおり

なんですね。それに、上の立場の人っていうのは権限と情報を持ち得るわけだから、社

会工学的にも、ここを重視しないと、この人がどう行動するかによって、安全を保てる

っていうのも、少なくともこれまでは事実だったので、それでいいっちゃいいんですけ

ども。 
ただ、このケースで一番重い責任を負った所長ですね、安全管理のトップでもあると

されていた人っていうのは、赴任して三月しかたってないんですね。だから、もう自分

ではどうしようもない流れがあったっていう、個人ではどうにもならない脈絡があった

っていうことは判決も認めているわけなんですね。 
だから、どうしても法的な処理っていうのは、白黒つけるために、見なしっていうか、

擬製的な、こういうことにしておこうと、現実がどうあろうがこういうことにしておこ

うっていう決めつけが物をいってしまうと。秩序学だからしょうがないんですけども、

釈然としないものが残るという面はあるわけなんですね。 
安衛法との関係では、結局、安全管理者の問題がつかれたわけです。というか、そう

いう処理の仕方しかなかったということかもしれませんけれども、結局、このピラミッ

ド構造の中で、安全管理者というのは、このナンバー2 だったわけですね。この安全管

理秩序の中ではナンバー2 だったわけです。結構上の立場の人が安衛法上の安全管理者

であったということです。 
確かに、安衛法上の安全管理者ってのは、権限と情報を与えられるべき人という位置

付けで、安全衛生推進者のほうは、その下で働く人、権限・責任を自分では持ってない

っていう位置付けになっているんで、この事業所でも、安衛法上の安全管理者がナンバ

ー2 であったっていうのは、別におかしくないんですけど。結果的にっていうか、脈絡

の上でっていうべきかもしれませんけど、この人は結局、バケツでウラン燃料を加工す

るような作業を率先して指導していたっていうことが指摘されているわけですね。 
裁判では、結局、安全管理者は選任はされているけれども、安全管理者に職務を、そ

れに応じた職務を遂行させるっていう義務が事業者にあるところを行っていなかったと

いうことで、それで 11条違反を指摘しているわけなんですね。そういう理屈のつけ方し

かできなかったのかもしれませんけども、ただ、確かに管理者の使い方に焦点を当てて

法的な処断をしたっていうのは、予防の観点から見ても、つじつまは合うというか、確

かに大事なとこついてるっていう面はあるだろうと思います。 
というのも、結局、このケースであれば、安全管理者がやるべきことは、原子炉規制
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法等に基づいて、少なくとも本当に危ないっていうところは押さえていくこと。そのた

めに、まさに情報を集めて、よく勉強して、現場のこともよく知った上で、人をどう動

かすか、どういう技術を使うべきかっていうことを考えること。それが安衛法上の安全

管理者の仕事でもあったわけですけども、それって、そういうやるべきことっていうの

は区々多様で、この事業所でこの仕事をしていれば、そういうことになるわけですけど

も、場面が変われば、安全管理者がやるべき仕事は当然変わるわけなんですよね。だか

ら、安全管理者の選任義務、してない場合は選任義務違反、選任してても、まともに仕

事をさせてない場合は、職務をさせなかった義務違反という整理をするのは、なるほど

なと。そこは法的な処断と、実際、予防上必要な措置っていうのが、割と合ってるかな

っていう感じは受けたところであります。 
そんなことでありまして、何ていいますか、このあまりにも結果が悲惨だった事故な

だけに、インパクトもありますし、失敗学というには重すぎますけれども、これを 1 つ

の、もう忘れないようにするという意味でも、一里塚として安全管理を考え直すと。さ

らに安全管理と法の関係っていうのを考え直すっていうことは非常に重要かなと思いま

した。 
確かに法は秩序学だから、一律的に使える形が望ましく、それによって結果的に災害

も減るというふうにもっていければ、そういうことを狙った人間のアート、社会のアー

トということだろうと思うんですけれども。 
ただ、私はむしろ、安全関係の事件においては、衛生も健康もそうですけれども、法

律家が真面目にちゃんと事実の経過を洗い出すと、整理するっていうことにかなりの価

値があると思っていて、法的な解釈っていうのは極論、後のつじつま合わせみたいな部

分が強くて、法的な解釈の正当性を裏付けるためにも、丁寧に事実経過を整理し直すっ

ていうことですね。 
だから、認定事実に安全との関係ではかなり価値があるっていうふうに、私は感じま

した。技術者から見ると、法律屋がまとめた認定事実っていうのは、不備があったり、

ピントがずれてたりっていうことがあると思います。特に医療訴訟なんかでは、医師か

ら、何じゃこの判決ってよく言われるわけですけれども、しかし、失敗学の素材として、

秩序っていう視点からも整理し直したものっていうのは、かなり価値があるんじゃない

かなというふうには思っているところです。 
なので、このプロジェクトでも、今後は、法教育において裁判所の認定事実っていう

のは積極的に活用したいし、事件を使って失敗学を教育するということを狙っている次

第です。 
ちょっと思ったより長くなっちゃってすいませんでした。以上です。 
何か、もしご感想、ご意見等いただけるようでしたら、お願いして、なければ、もう

そのまま次に進みたいと思うんですけれど。すいません。なんか一方的にしゃべってし

まって申し訳ありませんでした。何とか、これを読んだ時の私の感覚を共有したかった

もんですから。 
じゃあ、これはこれで終わりということにさせていただきたいと思います。 
じゃあ、ちょっと休憩を取ります。40 分再開でお願いします。 

 
三柴：40 分になりましたので、再開したいと思います。森山さん、お願いします。 
森山：はい。私のほうから、法改正提案の検討を進めていきたいと思います。じゃあ、ち

ょっと資料を共有します。 
三柴：もし今日この作業が終わったら、もう次回の検討会行いませんので、よろしくお願

いします。 
森山：半分ぐらいしか終わってないので、どうするかなというのは。 
三柴：残る分については、次回に回します。 
森山：分かりました。前回まで終わった部分の続きとなると、今回、「常時性」の解釈の
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明確化というところになってくるんですけども、これは何か別途検討されていたんでし

たでしょうか。 
三柴：そうですね、前も何か議論はしましたよね。 
森山：でしたかね。これについては、「常時性」を条文ごとに解釈を示すべきっていう意

見ですとか、法律上、規則の条文でもう少し明確にしてくれっていうものですとか、そ

ういった意見が出されてますが、何か今、ご意見がある先生方、いらっしゃったら頂く

ということでいいでしょうかね。 
三柴：そうですね。改めて頂ければと思います。「常時性」に限らず、例えば、産業医や

管理者の選任における専属の要件についても、はっきりは決まってないわけですよね。

ただし、そこで専属という以上、あるいは「常時」という以上、基本的にそこでの、専

属という場合は、そこの事情をよく知っていて、そこで何か起きれば対応ができるって

いう密着性を言っているわけで、「常時性」については、基本的に、そこでの稼ぎが食

いぶちの基本でありっていうことでしょうから、当然、働き方に応じてある程度変わっ

てくるっていうのも見越して、わざわざ画一的に決めてないっていうことだと思うんで

すよね。 
それを、変な話ですけど、さっきの話にも通じてくるんですけど、画一的に決めろっ

ていう側って、私はかなり横着な感じもしていて、要するに基準が決まればそこに抜け

穴を探してやろうっていう意図が見える気がするのと、それから、監督取り締まり側に

おいても、現場の監督行政においても、要するに現場見る気がないというか、監督指導

をする時に、効率的に当てはめをやったほうが楽だから、そういうことを出すのかなっ

ていう気が、どうしてもしちゃうんですね。 
現実的にそうしないと回らないのはよく分かるんですよ。分かるんだけど、この全国

斉一とか、何言ってやんでえと思うことがあるんですよ。現場見る気ないのかと。そん

なに人嫌いなの、あなた方っていう感じがすることがあって。監督官も私に言わせれば

2 種類いて、大きく、ルールが大事で当てはめようとする人と、それから、一方で現場

が大事でルールを使おうとする人がいると思うんですよ、大まかに。乱暴に分ければ。

安全衛生ってのは後者じゃねえかと思うんですけどね、大事なの。 
森山：そうですね。大変おっしゃるとおりだなと、今、納得しながら聞いておりました。

曝露量は作業の種類ごとにも違うと思いますんで、例えば、じん肺法施行規則の別表で

粉じん作業を列挙してますが、各作業で常時性が変わってくるのではないかと。会社側

の人からも、どうしたらいいんですかと質問があるんですけど、私は「産業医さんです

とか、そういった人と、科学的に考えて決めてください」っていうふうに、申し上げて

いたりというのがあるのですが。 
労基署としては、指導する側として、ある程度科学的な指針みたいなのを示せれば良

いですが、法条文を単に白黒つけるっていうことは、確かに三柴先生おっしゃるとおり、

あんまり意味がないかなっていう気はします。あるいは管理濃度みたいなものを作るの

か、そこは科学的な話になってくると思うんですけども。本省や他の機関で、何か議論

が行われていれば、伺うことはできますでしょうか。 
三柴：そうですね。石崎先生、管理濃度ってどういうふうに捉えてるかって、認識ってい

うか、感想というか、伺いたいんですけど。 
石崎：私ですか。 
三柴：要するに、行政が便宜上、管理濃度って作ってきたけど、一応、産業衛生学会とか

学会が出すものは参考にしてるから、かなり一致してますとかいう話だと思うんですけ

ど、別に絶対の基準として出しているわけじゃない。確かに、化学物質管理はかなり技

術者の技術がものをいうから、そういう基準を作りやすいというか、意味を持ちやすい

というのはあっても、結局、いざ訴訟とかってなると、裁判所は筋を見ていて、管理基

準に反したとか、反してないとか、そこばかりにとらわれている感じはしない。管理全

体をちゃんとやってるかっていうとこを見てると思うんですけど。 
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石崎：そうですね。今は「常時性」の話ではあるんですけど、化学物質管理のところの話

とも似たような話だなと思いながら伺ってはいました。管理濃度もある種、1 つの基準

ではあるので、だから、その基準に則していれば、一応はある種の目安になるというの

はそのとおりですけど、ただ、結局いろいろ測り方とか、いろんな条件で数値も変わっ

てきちゃうようなものなので、やっぱり訴訟とかになった場合には、（三柴）先生おっ

しゃられるように、やっぱり全体的にちゃんと管理できたかどうかという話で、さっき

の、（三柴）先生は、現場を見るのか、基準を見るのかってお話だったんですけど、結

局、安衛法の趣旨を目指すのか、基準に照らしてどっちかを判断するのかみたいなとこ

ろの話なのかなという印象はありますよね。 
三柴：結局バランスの問題だと思うんですよね。確かに、ある程度基準をはっきりさせて、

効率良く執行していかないとうまく回らないのはもちろん事実なので、だからバランス

の問題だとは思うんですけど、「常時性」ってもう少し具体化したほうがいいですかね、

石崎先生の考えでは。 
石崎：いや、私はちょっと、結構無理があるのかなという気もしていて、「常時性」って、

また条文の中での使われ方によって、多少幅のある印象もあるので。特にこれ、有害業

務に従事する場合の「常時」って、まさにどのくらいだったらリスクと感じるかみたい

なところになってくるわけですよね。 
三柴：そうですね。 
石崎：だから、そこの解釈自体を、現場も監督官も、個々の現場の状況に応じて適切にし

なきゃいけないっていうことなんですかね、改めて考えてみると。 
三柴：そうですね。まさに定量的なリスクの測り方ですからね。 
石崎：そうですね。あと、安全衛生管理体制における「常時」というのは何でしたっけ。

常時何人以上のとかっていうやつでしたっけ。 
三柴：そうですね。それはだから、要するに事業場の規模を測るための概念ですよね。あ

の場合の、常時使用労働者数を意味してる場合は、事業場の規模を測りたいから使って

いるわけだから。 
石崎：そうですよね。それぞれ違いますよね、恐らく。 
三柴：そうですね。ただ、リスクを測るための指標だっていうことは変わりがないので、

そういう意味では、現に規模が大きいから危ないでしょっていう部分と、規模が大きい

からできることが増えるでしょ、余裕があるでしょっていう部分と、両方見てるんだと

思うんですよね。 
石崎：そうですね。そこもだから、例えば、人が入ったり辞めたりが激しい所で、瞬間的

に下回るようなことがあったら常時じゃないのかとかっていう話も、広い意味で体制を

整える必要性とか、リスクの評価に関わるようなところなので。だからやっぱり、法と

かで一律的に決めるっていうのは、ちょっと不可能かつ不適切っていうことになるのか

なという印象はあります。 
三柴：そうですね。常時使用労働者数は、労基法と安衛法の定めが典型だし、重要だと思

うんですけど、派遣労働者をどう見るかっていうところで微妙に違いがありますよね。

だから、労基法の場合は常時使用労働者には含めないわけだけど、安衛法の場合はもの

によっては含めますっていうことだから、安衛法のほうが現場見ようとしてることは明

らかで、現場の実態に応じてどうかということを安衛法のほうが大事にしてるっていう

のは明らかで。 
で、安衛法っていうのは、私に言わせれば、もうリスク管理、一言で言うとリスク管

理であり、性格を言えば、技術者による経営者への働きかけだけ思うんで、そのリスク

が重いかどうかを測る指標、あるいはできることがどこまであるかっていう現実的な実

行可能性の観点で常時使用労働者数を指標にしていると思うんですね。 
だから、おっしゃったとおり、そこはあまり定量的にかっちりとはいかないでしょう

っていうことで、私も同意ですね。 
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森山：「常時」とは実質的に有害である場合だというのは分かるんですけど、はたしてそ

れを「常時」という言葉で表現していいのかなというのはあります。 
では、ちょっとこれは、この議論についてはここまでにして、そのまま議事録的なと

ころでまとめるというところにしたいと思います。 
それから、次の、「遅滞なく」と、この 39番に移りたいと思うんですけども、「遅滞

なく」の明確化というのもちょっと言われておりまして、労働安全衛生規則 97条、これ

は死傷病報告の休業 4 日以上の場合なんですけども、「遅滞なく」っていうとなると、

発生時から 1 カ月以内とか、なんかもうちょっとしっかり決めるべきじゃないかってい

う意見がありますが、これは非常に政策的な話でもあるのかなと思うので、ちょっとこ

こで議論できるような話なのか、ちょっと分からないんですけども、もしご意見ある先

生方がいらっしゃれば、ちょっと頂戴したいと思いますが。 
柳川：少なくとも、「遅滞なく」に関しては、通達で、幾つかの条文については示してま

すよね。 
森山：はい。 
柳川：ですので、全部 1 カ月……。例外が 1 つあったかな。ほとんど 1 カ月以内を意味す

るというふうになってたと思いますけど、参考までです。大阪高裁の判決で、実を言う

と、あれは銃刀法か何かで、「遅滞なく」じゃなくて「速やかに」かな。なんかその辺

のことが非常にいいかげんだから、罪刑法定主義に反するんじゃないかという主張を被

告側がしまして、1 審が無罪だったんですけど、高裁が、いやいや、その「速やかに」

だったか「遅滞なく」だったか「直ちに」だったか、どれかの言葉が問題になったんで

すよね。で、それは、いや、それだけ書いてあれば十分だということで有罪になりまし

て、後に――銃刀法って、旧銃刀法ですけど、が改正されて、確か 2 週間以内とか、条文

のほうに決めちゃったんですかね。これは参考までです。すいません、余計なことを。 
森山：ありがとうございます。そうですね、「遅滞なく」といえば、例えば安全衛生教育

についても「遅滞なく」ってやってますんで。安全衛生教育なんかは、もうその業務を

始めて 1 カ月後にしても、恐らく駄目で、多分、刑事事例でも、恐らく初日とかにしな

いと、多分それで事故が起きたりしたら、多分送検はしてるのかなと思うんですけども。

確かに、もう少し特定してもいいのかなというケースはあるかなとは思います。 
何かご意見は、他にございますでしょうか。 

石崎：すいません、この提案者の方は、「遅滞なく」全般についておっしゃられてるのか、

それとも、この 97 条を前提でおっしゃられているのか。 
森山：どうですかね。すいません、私はちょっと、ざっと見て全般かなと考えてたんです

けど、確かに、この提案文だけ読むと、97 条の話になってしまいますが、ご意見として

は、ちょっと安衛法全般に「遅滞なく」というのが非常に多い文言ですので、ご意見と

してはもう少し広めで頂くことができれば、それは非常に価値があるかなと考えており

ます。 
石崎：柳川先生おっしゃられたように、面接指導とかあの辺も通達とかで 1 カ月以内みた

いなことが書かれているので、通達で明らかにされていれば、それでいいのかなという

印象はあります。 
森山：ありがとうございます。 
石崎：この労災の報告に関しても、特に今のところ何も、もしそういう通達も何もないっ

ていうことなら、あったほうがいいのかなっていう印象はありますが、ちょっと私もよ

くその辺、分かってないので、ありがとうございます。 
森山：すいません、柳川先生、これは 97 条も通達出てましたでしょうか。 
柳川：今、調べています。ごめんなさい。 
森山：すいません。 
柳川：実は、たまたまなんですけど、私のホームページで、それに関する記事を書きかけ

てたとこだったんです。それで調べてただけなんです。それだけなんです。 



14 
 

森山：はい、ありがとうございます。後ほど、よろしければ共有していただけると非常に、

メール等でも、よろしいでしょうか。 
柳川：分かりました。 
森山：記事にURL等をですね。すいません、申し訳ありません。ありがとうございます。 
三柴：そういえば、柳川さんから、70 条近辺について、適用の実際の情報をまとめていた

だいたんで、とっても精緻なおまとめで、あれをはめ込む作業がまだだったんで、さっ

き言い忘れてましたけれども、お伝えします。 
森山：では、もしなければ、もう 40番のほうに、次に行きたいと思います。よろしいでし

ょうか。ただ、ちょっと 40番もかなり抽象的な提案文になっておりまして、通達や指針

による解釈しか示されていないものが多く、分かりづらいと。分かりにくい。明文化等

の整理が必要。ちょっとこれも抽象的すぎて。 
三柴：いや、でも、さっきの 39番で、石崎先生の意見として、通達に書いてあればいいっ

ておっしゃった。それはちょっと書いていただいて、私も同意見なんですけどね、書い

てあれば良いで、それで 40 番につながるんですよね。この 40 番は、要するに明確化し

てほしいっていうことですよね。 
森山：はい。 
三柴：だから、安衛法の議論って、大体ここに行き着くので。行き着くっていうか、量か

質かっていうことで、あるいは現場かルールか、画一か柔軟かっていう、もうそこに行

き着くので。だから石崎先生の意見に対して、40 番が、くしくも抵抗しているわけです。 
森山：はい。分かりづらいというのは、多分、規則だけを見ても分からなくて、通達まで

見ないと分からないから、ちょっと調べるのが確かに大変だっていうのがあると思うん

ですけども。 
三柴：そうですね。 
森山：情報をうまく整理して、皆が見られるようにすれば、分かりにくくはならないのか

なというのはありますので。私はそういう解決法があるのかなとは思いました。ただ、

「常時」っていうのは、「有害性のおそれがあるかどうか」とはズレた文言を使ってい

て、その分余計な検討が必要なのかなと思います。なので、法律の規定の目的がもう少

し明確になるような省令の文言だと、施行する側も企業さんも混乱が少ないかなってい

う気はします。 
ご意見ある先生方がいらっしゃれば、ぜひ頂戴したいと思いますが、いかがでしょう

か。 
井村：ちょっとよろしいですか。 
森山：はい。 
井村：40 番に関してなんですけど、通達や指針による解釈そのものは、具体化するってい

う意味ではそんなに悪くないとは思うんですけれども、ただ、どれが使えるのかが分か

らないっていうのが一番問題かなと。だから、最新の通達が効力をもっている場合もあ

れば、なんかもう、それこそ昭和 30 年代、40 年代あたりの通達も、まだいまだに効力

持ってるというような例もあったりするんで、その辺の体系化、通達の体系化というん

ですかね。それをやってくれれば、まだましなのかな。 
森山：そうですよね。 
井村：その辺の整理整頓もちょっとどこかで、データベース化って、前、なんか（話題と

して）あったと思いますけど。先日も三柴さんが、通達ないですかという、メーリング

リストでやってましたけども、そういうことがまあまああるので、もうちょっと整理し

てもらいたいっていうのが非常に大きいかなと思います。 
森山：ありがとうございます。私も大変同感申し上げるんですけども、旧安衛則の通達も

有効だったりしますので、本当に昭和 22 年とか 23 年とかのものがいまだに有効なんで

すけど、その原文はどこにもちょっと見つからないというところで、本当に畠中先生レ

ベルでないとお持ちじゃないっていうのはあると思うんですね。 
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そういう取り組みとして、一応、『安衛法便覧』（労働調査会刊行）というのがあり

ますけども、ただ、あれも相当な価格、安いものではないですし、（解釈例規の）全部

が載っているわけではないので、われわれも実際ちょっと業務で困ることがあるってい

うところです。 
鎌田：先ほどの「遅滞なく」というところとも関係しているんですけど、結論を言うと、

この条文解釈の明文化のところに関して、通達と指針に示された解釈について明文化す

るというのは、安衛法が刑罰法規でもあるということも考えると、かなり慎重に考えれ

ばいいんじゃないかというふうに思っています。 
それで、先ほどの「遅滞なく」のところの、私は結論としては、三柴さんや石崎さん

と同じように、通達に書いてあればいいだろうということで、実際、実務では、1 カ月

以内というふうに、ほぼ皆さんそういうふうにおっしゃっているので、「遅滞なく」を

1カ月というふうに捉えているんですけども、それを明文で「1カ月」と書かれると、実

はこれ企業の側からいうと、「遅滞なく」というのは実際難しいよねっていう意見がか

なり多く聞くんですよね。いろんな事情がある中で。それはいろいろ細かい話は別とし

て。 
そう考えると、やはり通達レベルで、書くとしても通達レベルで、目安として、行政

解釈として示すというのがいいと思うので、条文化するということになると、まさに

100 条で刑罰対象になってくるから、それは慎重に考えるべきではないかというのが私

の考えです。以上です。 
森山：ありがとうございます。確かに決めてしまうと、非常にケース・バイ・ケースの取

り扱いが難しくなります。 
鎌田：罪刑法定主義からいえば、明確になったほうがいいっていうんだけど、明確にして

いいかどうかっていう問題が、現実に可能かどうかということでもあるからね。 
三柴：森山さん、いいですか。 
森山：はい。 
三柴：平成 28年度の厚労科研の報告書に書いたんですけど、イギリスの考え方も参考にす

ると、ガイドラインというのは違法の判定基準ではなくて合法の判定基準だっていうふ

うに書いたわけです。だから、それを守ってれば、法律守ってると見なされるんだけど

も、破ったからといって、事情があれば、即違法になるわけではないということですね。

だから、その意味では、体系性さえ明確であれば、あるいは、前に議論あったように、

検索機能が充実していれば、ガイドラインにいろいろ書き込むこと自体は、私はいいん

じゃないかと思うんです。 
ただ、もし私の理解でいいのであれば、つまりイギリスの考え方を参考にしたほうが

いいのであれば、そのことをはっきり打ち出すほうがいい。ガイドラインが合法の基準

だっていうのは、はっきりもう示したほうがいいと思うのと、それから、さっきも議論

ありましたけど、検索したらすぐ引っかかるようにしないといけないんですよね。関連

するルールはね。通達含めて関連するルールは、検索がしやすいようにしないといけな

いんですよね。 
森山：分かりました。私も大変同感であります。今、三柴先生がまとめてくださったよう

な方向でやるのがいいのかなと、私のほうでは考えます。何か他にご意見なければ、次

のほうに行きたいと思いますが、いかがでしょうか。 
では、41 番のほうに行きたいと思います。私、質問を幾つかに分類させていただいて、

分かりにくさというのを打ち出した提案というのを、ここでちょっと 4 つまとめており

ますけども、41 番から 44 番です。それについて、ちょっとまず最初に、41 番のほうか

ら初めていきたいと思いますが、読んでいきたいと思います。 
労働安全衛生法そのものの抜本的な改正が必要じゃないか。長年にわたる改正により

とにかく分かりにくい、読みにくい。一般には非常に難解じゃないかということですね。 
それから、複雑になり過ぎて、条文の理解が困難となっていると。特別有機溶剤等な
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どの規制をもう少し単純化できないかということですね。 
それから、法令の構成が難し過ぎるというところで、法令順守を求めるのであれば、

関係者に分かりやすいものではないといけないということと、法令の内容を知らない、

理解できないものを順守することは難しいのではないかということ。 
それから、法令に規定した内容は、事業者、労働者ほか関係者が順守することを求め

ているのに、法令の条文に他の条文の参照が多いということで、理解するのに手間がか

かるんじゃないか。各条文を見ればその内容が分かるようにするべきじゃないかという

ことです。 
それから、一般の人が調べて分かりやすい法にするため、法の再構築が必要ですとか。 
あと、最後に、条文の読み替えに関する規定が多数存在し、法令の解釈に不慣れな者

が当該条文の内容を理解する上での大きな障壁となっているのではないか。従って、条

文中の文言および定義の整理や、複数の条文間における規定内容の調整等が必要ではな

いかということで。 
少し私のほうから申し上げると、リファクタリングという言葉があると思います。

「意味を変えずに文言を整理する」というとことで、例えば（最も簡単な例では）「又

は」「若しくは」でつなげているところを各号列記にするとか、そういったリファクタ

リングがあってもいいのかなというのは、ちょっと考えましたが、私はそこまで抜本的

に改正する必要はないというふうな、どちらかというと、そっち、そういうふうに考え

てるものなんですけども、先生方から、ぜひこの件についてもご意見を頂きたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 
三柴：まず（先生方に）伺いたいんですけど、考え方として、法令っていうのは、要する

に難しくていいと、極論。要するに、執行の根拠になれば、司法ないしは法を扱う機関

の根拠を提供してさえいれば、専門家しか分からないもので良いんだと。実務家、素人

に分かるようにするには、別に手引書とか解説書とか、そういうもので示せればいいの

で、法令自体は専門家用で構わないっていう考え方はあると思うし、現実にそうやって

できてると思うんですよね。 
それは安衛法に限らず、派遣法を中心として、労働法令ではよくあることで、それで

いいのかっていうこと。もう少しそうじゃなくて、法令を素人に近づける、一般に近づ

ける努力が必要だということなのか、そこはどうお考えか。 
鎌田：それはもう国民に分かる法律を作るっていうのが、まさに立法者の使命ですよ。そ

れ分からなくて、専門家が分かればいいなんて言った瞬間に、もう終わってるというの

が私の考えです。それはもう、ただそのことについての疑念は一切ありません。だけど、

実際に分かりづらい。例えば、今、派遣法を挙げられましたけど、安衛法もそうなのか

なと思うんだけど、とにかく分かりづらいと。 
それは分かりづらい理由は、もう要するに継ぎ足し、継ぎ足しで、〓スワ〓先生がよ

く言うんだけど、要するに旅館の継ぎ足し建築と同じだと。だから、移動するのにどう

行ったらいいのか分からないというのと同じで、そうなってしまっていると。それを抜

本的にきれいにしたいよねっていうのは必要なんだと思うんだけど、なかなかそれもそ

うはうまくいかないということだと思うんですね。 
だから、安衛法についても、おそらく全部っていうよりは、少しずつ、どっかグルー

プを整理した上でやっていくっていう、そういうことなのかな。ただ、改正するに当た

っても、何を目的に、国民目線で何を目的に、仮に分かりやすくするっていうんであれ

ば、何をどう分かりにくいので、どう分かりやすくするのかっていうことを明確にして

やっていくっていうことが非常に大切だと思いますね。 
これは、もう民法の、これは三柴さんもよく知ってるから、民法の大改正する時に、

とにかく分かりづらいということが 1 つの改正理由にもなっていたという経緯もありま

すので、一般論として、私はそういったような考え方で変えていくっていうのが、常に

使命だというふうには思っています。 
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三柴：先生、そこにちょっと別の観点からの問題提起なんですけど、もし安衛法を分かり

やすくっていうんだったら、それこそオーストラリアの法律とか、イギリスの法律のよ

うに、ラジカルな内容を書けば、例えば、安衛法で大事なのはリスク管理なんです。だ

からリスクアセスメントやって対応してください。以上。で、ただし、業種によって、

多少リスク管理にも性格が違うから、それぞれこういうとこ気を付けてください。以上。

で、リスク管理では、経営者が権限と情報を持っているから、その人たちには厳罰を科

します。以上。で、それから、保護の対象は労働者だけ、労働者にとどまるわけはない

と。事業者のために貢献してくれている人は全部保護の対象です。以上。みたいに、こ

ういうラジカルな書き方をすれば、できれば、非常にシンプルな法律になるわけですよ

ね。 
オーストラリアはなぜかそれをやっちゃったわけで、ところが、日本の場合は、要は

業界調整しながら、何とかその案を通そうとすると、もともとはシンプルな体系だった

かもしれないけれども、要するに工夫に工夫を重ねるうちに、まさに諏訪先生のおっし

ゃる継ぎ足しになるわけですよね。だから、それって多分、避けられないんじゃないか

と思うんですね。一種のもうアートになっているから。 
そこで、要するにシンプルにするためには、関係者が聞き分けが良くないといけない

っていうことじゃないかと思うんですけど、どうお感じですか。 
鎌田：それは、だから分かりやすさの中身だと思うんですね。シンプルということと分か

りやすさって、私はちょっと違うんじゃないかというふうに。だから、シンプルにする

ことによって、例えば、今、三柴さんが言ったように、イギリス方式とかオーストラリ

アみたいにしたことが、本当に事業者にとって分かりやすくなっているかと思うんだけ

ど。お任せしますというのが。おまえたち考えろっていうのが分かりやすくなっている

かという。むしろ、箸の上げ下げまで書かれているほうが分かりやすいよねと思う人が

いるわけですよ。 
だから、その分かりやすさっていうことの意味で、ある種の共有化しないと、なかな

かできないなというふうに思いました。シンプルということが分かりやすいというのは、

必ずしもイコールじゃないです。 
三柴：いつも私もそこで悩むんで、これすごい大事な議論ですよね。 
鎌田：だから、今、シンプルにするかどうかは立法者の責任だと思うんだけど、分かりや

すくするっていうのは、まさに学者とか実務家の責任もあって、私なんか派遣法の教科

書作る時に、とにかくもう評判悪かったから、派遣法は分かりづらいっていうんで、ス

ワ先生に、道しるべっていう、一番最初に、どんな法律ですかっていうことを、まず教

科書に書いてもらって、その全体像をまずは見せると。そして、その他のところに入っ

ていくっていうことをしないと分かりづらいかなというふうに思っているので。その辺

は、だからある意味では学者の仕事でもあるのかなと思いますね、分かりやすさってい

うかね。 
三柴：鎌田先生の国会での参考人質疑の時の、派遣法の改正の趣旨の説明がものすごい明

解だったんです。ああいうことだと思うんですけどね。安衛法でも、このプロジェクト

であれやらなきゃいけないと思ってるのと、そうはいっても、事例いっぱい知ってもら

って、関係者に、その相場感というか、皮膚感覚で感じてもらう必要もあるっていうふ

うに思ってるんですけど。 
そうですね、だから、おっしゃる、そのシンプルと分かりやすさは違うっていうのは、

ほんとそれ悩みますよね。ものすごい悩みますよね。 
鎌田：そうだね、そこだね。 
森山：監督官からこういう意見が多分出るのは、多分、監督官が法令原文を読んで、その

まま文理解釈でやるという作業が日常的に多いので、それってちょっとわれわれの行政

の特徴だと思うんですね。私は詳しくないですけど、例えば、公正取引委員会なんかは、

専門家がシンプルな条文をいろいろ準司法的に検討して適用していくという感じなんで
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すけど、われわれは解説書も多少は読みますけど、（安衛法については）基本的な条文

（と文理解釈）と解釈例規だけで監督指導するっていうことが、割合として結構多いも

のですから。労基法はちょっと違いますけど。なので、こういう、法律そのものを分か

りやすくするっていう意見が出るのかなと思います。 
どっちに解釈すればいいのかなっていうのは非常にあるので、そういうのはもうちょ

っとリファクタリングっていうか、分かりやすくしてほしいなっていうのはありますけ

ど。それ以上の分かりやすさっていうのは、鎌田先生と三柴先生が議論されたように、

確かに人によって考え方が違うかもしれないので。 
三柴：これ森山さんと、あと内田さん、近藤さんにも聞きたいんですけど、要するに、現

場での監督執行者の感覚として、現場の屁理屈に答えるスキルっていうのは、どういう

ものなのかっていう聞き方をしたい。つまり、とにかく法令で分かりやすくっていう意

味の 1 つは、狙いの 1 つは、現場で全くコンプラ意識がない、それを強弁してくる連中

に対して押さえ込む時に、明確な根拠を示すっていうことが多分あると思うんですね。

こういうこと書いてあるから従えよって、もう逃げ場はねえぞってやるために、分かり

やすいルールを必要とするっていうのが、多分あると思うんですけど。 
実際問題、そういう人たちって、いくら細かいルールを示したところで、次から次へ

といたちごっこみたいに逃げ場探してきて逃げ回るだけで、結局、趣旨から外れてるわ

けだから、どっかでは引っかかるし、そこで勝負してもしょうがねえんじゃねえかって

思うことが、実際、法律実務を一時期経験してても思ったことなんですよ。 
だから、これって法学者らしくない考えっていうか、もともと僕、そういうタイプじ

ゃないけど、屁理屈で言い争うことにどれだけ意味を感じてるんですかね、監督指導の

前線では。 
森山：私は方向性としては、安衛法って結構難しくないと思う、そこまでは困難さ感じて

いませんで、つまり、こういう危険があるので、こういう対策をしてくださいっていう

ことであれば、かなり納得は得られるのかなということは感じてますけど。ちょっとあ

まりにもざくっとしたお答えで申し訳ないんですけど。すいません、他の、近藤さんな

んかはいかがですか。 
近藤：そうですね。法律守らない事業者は、多分、分かりやすくしても守らないだろうな

というのを、それこそ賃金支払えっていうめちゃめちゃ分かりやすい法律なんかも全然

守らないやつはいますので。それは分かりにくいから守ってないっていう、それは多分、

分かりにくいからじゃなくて知らないだけかなという気はしますけど。分からない、知

ろうとしているけど分からないんだったら、教えてあげるのは監督官の役目じゃないか

なという気もしてはいるので。だから、そこで、それこそ法令以外のガイドラインなり

が役に立つような気はしますけれども。 
柳川：ただ、非常に失礼な言い方になりますけど、一般の国民の方が条文読むって、あん

まりないんじゃないんですかね。参考書があれば十分だと思いますけど。実は技能講習

で、ほとんど全ての技能講習で、何々に関する法令という科目が 1時間とか 30分とかあ

るんですね。よく講師の方に言うんですけど、とにかく受講者に条文読ませるな、条文

見せるな。そんなものは専門家が見るために書いてあるんだから、法律ってのは一般の

人のために書いてあるんじゃないんだから。何をやらなければいけないのか、何しちゃ

いけないのかって、そこのとこだけ説明すりゃいいんだってことを口酸っぱくして言う

んですよ。条文教えるなと。 
森山：そうですよね。現場の管理者というのは、いわゆる、三柴先生がおっしゃるように、

職人的な方々なので、あんまり文字を読むとかっていうことをそんなにしない。技術文

書（や図面）は読まれるかもしれないんですけども、なんかあんまりこういう法律条文

読んでもなっていうのは、ちょっと本人たちは相当それは感じると思うんですよね。な

ので、私も、柳川先生の意見も非常に大変実感として同意するとこありますけども。 
柳川：中災防さんが、最近、法令のテキストを作ってくれなくなったんですよね。あれを
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作っていただくほうがいいんじゃないかという気がしてます、正直申し上げて。 
森山：ありがとうございます。例えば、どういった、例としてはどういったものをおっし

ゃっているんでしょうか、それは。 
柳川：要は、ちょっとこれあまり申し上げにくいんですけど、昔は役人が監修をして本を

作ってたんですね。それが最近できにくくなったこともあり。あんまりいいことではな

いんですけれども、昔は役所が結構、中災防さんの本を買ったんですよ。なので、一般

の人があんまり買ってくれなくても、本を作って十分ペイしたんですけど、最近それが

ないもんですから、一般の人があんまり買ってくれないから、ペイしないもんだから、

作らなくなっちゃったんですね。昔は結構、分かりやすい本があったんですけど。 
森山：なんか国のほうで、データベースとか、そういった解説みたいなのをばーっと出す

みたいなのっていうのは、あんまり予算的には難しいんでしょうか。例えば、鉱山保安

法なんかは、恐らく本を作っても売れないのか分からないですけど、一応コンメンター

ルが全部経済産業省のウェブサイトに載ってますが、（厚生労働省には）そういう余裕

はないんでしょうか。 
柳川：国会で野党に質問を受ければ、さまざまな分かりやすい解説書をホームページに載

せておりますし、これからも載せるべく努力してまいりますと、多分役人は答えるでし

ょうね。やってるつもりだと思いますよ。 
森山：分かりました。承知しました。 
三柴：じゃあ、森山さん、その議事録のまとめ方ですけど、だから、鎌田先生のご意見と、

それから柳川さんのご意見等を書いて、「そうはいっても、実際、教育の現場では、対

実務家では、なかなか法令を正しく、そのまま法令を理解してもらうのは難しい」とい

う指摘があったことを書いて下さい。それに関係して、現在、行政官が直接法の趣旨を

テキストを通じて語ることが難しくなっている事情もあるということも、ちょっと書き

足していただいた上で、監督指導の現場では、安衛法の指導上、今の安衛法の作りがさ

ほど問題だということは感じていないっていう、そういう意見もあったので、それも書

き足していただいて。 
で、結論はちょっと出てないんですけど、ここの問題については、本質的に難しい障

害があるから。だから、こういう意見があったということでとどめて、次に行ったらど

うでしょう。 
森山：ありがとうございます。承知しました。もし他にご意見なければ、次に行きたいと

思いますが、よろしいでしょうか。 
次に行きたいと思います。形式的な法令順守ということで、これはもう既に、すいま

せん、検討済みでした。 
あと、特化則も、これも検討済みでしたね。 
で、44 番、政省令までで規制内容を完結させるという意見もありましたけども、ちょ

っとこれは、もう先ほどの議論で尽くされているのかなと思います。ただ、ちょっと先

ほどの議論の補足みたいなことなんですけども、法令条文で、「その他厚生労働大臣が

定める者」ですとか「その他厚生労働省労働基準局長が定める者」というのがございま

して、実際にこの定めがあるのかないのかというのがちょっと分からないことが多々あ

りましたので、ちょっとわれわれも正直判断つかない時がありますので、こういうのも

情報のデータベース化というところだと思います。 
それから、例えば、構造規格の適用除外も、同じ型式のものが一度適用除外されたら、

その後は、ちょっとそれは適用除外されるんですけども、これもちょっと、われわれと

してはデータベースで持ってますけど、一般に公開されてないので、ちょっと困難さが

あるというのはありました。 
じゃあ、次に行ってもよろしいでしょうか。これもよく言われますけども、厳罰化と

いう問題が……。失礼しました。厳罰化というのがありまして、罰則が諸外国と比べて

全体的に軽いため、より重い罰則内容とすべきであるというのが、数人の方から提案さ
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れていますと。 
大体、死亡災害でも 20 万円ですとか 30 万円の罰金になることが結構多いのかなとい

う感覚でおりますけども、註に主要な現行の罰則を、ここちょっとリストアップさせて

いただきました。一番重いのは、製造禁止物質の製造ですね。これ以上のものとしては、

註には載せていませんが、例えば登録機関の贈収賄というのが最も罰則が重くて、7 年

以下の懲役ですとか、5 年以下の懲役になってますけども、一般的な労災予防に関する

直接的な実態規定としては、製造禁止物質の製造というのが一番重いということ。 
それから、特定機械等の無許可製造ですとか、そういったものが 1 年以下の懲役。 
最も多いのが第 119 条の罰則で、6 カ月以下の懲役または 50 万円以下の罰金というこ

とで、大半の労働災害に係るような直接違反としては、こういうレベルの罰則になって

おります。これについてご意見ある先生方はいらっしゃいますか。 
三柴：処罰のレベルが軽すぎるっていうのは、それはそのとおりですね。北岡先生の報告

書にも書いていただいてましたけど、イギリスなんかだったら、バルフォア事件とかで、

うろ覚えですけど、なんか 100 億円以上の罰金が科されたとか、それから、現に権限を

持ってる上位管理者、運営者が適切な安全衛生措置を怠って、重大災害が生じたとかっ

てなると、懲役を受ける例、身体刑を受ける例があるとかっていう実例がありますので。 
さらに、イギリスで社会調査やったら、そういう事業のトップなどに対する厳しい規

制がそれなりの締まりになって、労災が減ってる部分があるだろうという回答は得られ

ているので、そういう意味では、確かに厳罰化っていうのは 1 つの方法だろうと思いま

す。 
ただ、これは安衛法に限らず、ルールを厳しくすることが人の行動に与える影響って

いうのは、法社会学的に非常に議論があるところで、日本の場合は、ご案内のとおり、

全体にソフトローで、特に労働政策の場合は、法律で厳罰化するよりも、みっともない

――企業名の公表がそこをうまく使ってますけれども、みっともない思いをさせるとか、

それから、安全衛生に取り組む事業者の場合は、結局、従業員の求心力とか、社会での

評判とか、あるいは、そもそも社会調査上、トップのモチベーションになっていたのは、

やっぱり被災者を生むと心が痛むからっていうのが一番だったんですね。これは実は日

英ともそうだったんですよ。日英ともそれが一番の理由で安全衛生頑張るって、ちゃん

と安全衛生やってる会社の場合は特にそうだったんです。 
ただ、日英で違っていたのは、日本とイギリスで決定的に違っていたのは、日本の場

合は、過去痛い目に遭ったことがあるから頑張っているっていう会社が多かったことで

す。イギリスの場合は、労災体験がなくても、痛い目に遭ったことがなくても頑張って

る所は頑張っていったわけですね。だから、そういう文化の違いを踏まえないといけな

いことは事実だと思いますね。 
結論から言うと、少し日本でも罰金引き上げたほうがいいかなと思ってるのと、特に

上位管理者、運営者に対して、個人の責任をもう少し問うたほうがいいとは思っていま

す。それは法解釈のレベルで、会社法 429 条を使うなりして進んでいるわけだけども、

安衛法本体で公法的な規制でそれをやるのは、僕ももう少し引き上げるべきだっていう

意味では賛成で、平成 28 年度報告書にも書きました、それは。 
柳川：一つ、これ不可能だということが分かった上で申し上げるんですけれど、罰金を一

回引き上げましても、ほとんどが略式手続きで、となると、もう上 100 万で頭打ちです

よね。これ不可能なことを承知した上で申し上げますけど、要は、安衛法の中に、労働

災害が発生した場合の民事賠償訴訟において、労働者側の挙証責任を下げるというよう

なことができれば、かなり効果はあるだろうと思います。ただ、無理なことを承知の上

で言ってますけど。 
森山：ありがとうございます。 
三柴：それに類するようなことも、平成 28 年度報告書に一応書いたんですね。というの

は、リスク管理を中心とした法制度で、結局重要になるのは、焦点になるのは挙証責任
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の所在だから、監督官が、ここ危ないんじゃないか、措置をせよというふうに言った時

に、もし事業者側が抵抗したいんだったら、危なくないっていう証明を事業者側に課さ

せるべきだっていうふうに書いたんですよ。だから、監督署は、危なさそうだまで言え

ばいいと、簡単に言うと。で、事業者の側が、危なくないんだって証明できなかったら

法の執行をするっていう。そういう考え方を書いたんです。 
これは労使間の争い、柳川さんが言う労使間の争いじゃないんだけど、労使間の争い

に援用されるから、こういう考え方を書けば、法令に。そういう方法はあると思ってま

す。 
ただし、これ多分、法制度として、経営者側の納得得られないから通らないと思うん

です。なぜかこういう制度はイギリスではできているわけね。日本では、これは多分通

らないと思う、法案が。解釈レベルで、解釈改憲みたいなことは多分無理でしょうね、

これも。多分無理だと思う。規則でこういう読み方ができるような書き方をするってい

うお手盛りな方法も、多分通らないと思うので。 
柳川：なぜかっていった時に、悪魔の証明なんですよね、これ。危なくないっていうこと

を証明する方法は、多分ないんですよ。だから、疑わしきは罰せずの刑事の原則で、要

するに、確実にこれは危ないっていうことを証明できない限り、それを規制する法令も

できないし、現場運用もできないっていうことしか方法がなく、今までそこを少しずつ

積み上げて規制を育ててきたっていうことだと思うんで。 
森山：例えば、機械なんかだと、JIS を適合してますですとか、そういった何らかの基準

があれば、安全レベルまでのリスクが下げられているとか、そういったことはできるの

かなとは思いますが。新しいものが出てきた時にちょっとどうかっていうのは難しいと

ころです。 
三柴：この議事録の最初のとこにちょっと書き足していただきたいのですけども、日本の

場合は、要するに罰金額が少なくても、罰せられたっていうこと自体が、要するに社会

の悪評を生むということは考えられてるんですよね。 
森山：非常にそれ、私たちも感じていて、つまり前科が付くと、10 万円でも。 
三柴：前科が付くこと自体が、そうそう。 
森山：5 万円でも、前科が付いて、取り調べもありますし、そういったこと自体が非常に

大きい話だと思うんです。ただ、下手に（罰金額を）上げると、今、必ずしもトップが

罰せられているわけではなくて、（現場の職長などを初め）中間管理職が罰せられてい

る場合もあるので、そこは裁判所が判断されると思うんですけど、下手に（罰金額を）

上げて、なんか罰則だけ厳しくして、責任は上に行かないとなると、ちょっとバランス

に欠くかなというのは、現場としては考えています。 
三柴：そうですね。だから、その指摘を書き足していただくことと、さっき言ったように、

上位管理者がもう少し処罰される仕組みにしてもいいとは思います。それは書いておい

てほしいんですけども、結局、その辺の規制をいじったとしても、危なくねえじゃねえ

かっていう言い抜けを許さないような、そういう、本当に危なさそうだと。結局、予防

ってのは、危なさそうだで行くしかないわけだから。だから、その危なさそうだってい

うことを、きちっと、その危なさそうだに対応できるような規制にしないと、絵に描い

た餅になるだろうなっていうことを書いておいてほしいんです。 
森山：分かりました。議論されたことは、後ほどまたしっかり全般的に入れたいと思いま

す。では、罰則の話はまだ続きますので、ちょっと次に行きたいなと思いますけど、こ

れ時間的にはいかがでしょうか。 
三柴：行けるだけ行ってください。今日は 4 時終わりが前提なので。 
森山：分かりました。法人重課の導入ということで、非常に長く。すいません、ちょっと

これ読んだほうがいいでしょうか。ちょっと早口で言いますが、安衛法は、昭和 47年の

法施行依頼、労働災害を激減されるなど……。 
三柴：あと、すいません、森山さん、お願いなんですけど、ここまでいろいろ議論してき
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て、今後の質問について、似たようなことを尋ねてるものっていうのは省略していいと

思うんですよ。 
森山：分かりました。 
三柴：だから、もうこれだけはっていうやつをピックアップしていただいて、それを論じ

るという。 
森山：分かりました。一応、私なりにもう既にまとめてしまって、こういったのは 5 つま

とめてるんですけど、45 番のですね。そうですね、じゃあ、法人重課の導入っていうよ

うな質問ですので、なんかこう法人だけ罰則重くするとか、そういったことについては

いかがでしょうか。すいません、ちょっとシンプルにさせていただきました、質問を。 
三柴：口火切りの意味で、森山さんのほうから、この先生に聞きたいという方にちょっと

お尋ねになっても。 
森山：すいません、北岡先生、よろしければご意見を頂けますでしょうか。 
北岡：はい。 
森山：すいません、お願いします。 
北岡：法人に対しての処罰を重くするということですか。 
森山：はい。 
北岡：こういう一案もあるのかなと思いまして拝見しておりました。あと、個人的には、

私は、任官していた時から感じておりましたのは、むしろ道交法の反則金制度ですか、

交通反則通告制度。要は切符を切って、それに応じて行政罰として一定のペナルティー

を頂くと。刑事罰という手法もあるんですが、行政罰といいましょうか、それに準じた

処分として、交通反則通告制度に準ずるような行政刑罰制度を安衛法に導入するのは、

非常に有効ではないのかなとは感じていました。 
このような形で、今、お示しのような、法人に対して重い刑罰を科すという方向性と、

もう 1 つは反則金制度、両方があって良いんじゃないかなというのは個人的な意見です。

以上です。 
森山：ありがとうございます。反則金制度も、それは法人に対してということでしょうか。 
北岡：そうですね、はい。 
森山：ありがとうございます。 
三柴：北岡先生のご意見と連動してというか、それに関係して申し上げると、以前、私も

道交法関係で、駐車禁止の取り締まりに使われ始めた、民間の監視員制度があるじゃな

いですか。あれを安衛法でも取り入れたら、それはコンプラは進むだろうなっていった

ん思いつつ、他方で、あえて政策がそれをやらないっていうのはなぜかっていうことを

考えたわけですね。 
案が単に思い浮かんでないからっていうことだったらいいんですけど、以前、労災防

止指導員制度もあって、つぶれ、いろいろ折々にライン取りとしてバランスの取れた監

視方法ってのは考えてきたと思うんだけども、なかなかうまくいかないと。結局、監督

署が時々やってきて、普段は逃げられるけども、そこのとこだけ対応できればいいよね

っていうラインで今は落ち着いてるって。それは法社会学的にある意味バランスが考え

られた結果とも言えて、そこをどうするのがいいのかなって。どのバランスに持ってい

くのがいいのかなっていうのを考えてきたんですけど。 
コンプラって、恐らく、ただ強化すればいいものでもなく、どのラインでっていうこ

とかと思うんですよね。ちょっと難しいなと思っていました。非常にそのライン取りを

考えることが難しいなっていうふうには思っていましたということです。 
森山：そうですね。監視員制度は、多分、労災予防があまりにも専門的なのと、つまり危

険の恐れがあるかどうかっていうのも判断しなきゃならないですし、あとは、結局、私

有地に入るっていうこと自体が、非常に問題を生むというか、われわれも臨検拒否とか

っていう問題もあるので、なかなかわれわれみたいな公務員じゃないと、なかなか切り

込んでいくというのは意外と難しいのかなっていうのは、ちょっと思います。 
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北岡：北岡です。もう本当にそのとおりだと思うんですけど、こういった民間監視員制度

を、もし機能させるとすれば、今、安全衛生の分野でもあるんですけれど、認証制度と

いいますか、安全衛生について非常に積極的な対策を講じている企業について認証を行

う制度、この認証制度の中に、こういった指導員を定期的に受け入れて監査を受けると

か、監査を受けた結果について労基署と共有するとか、その認証制度と連携させて形で、

民間監視員制度みたいなものをもうちょっと積極的に使っていくと。既にそういう発想

はあると思うんですけれど、もう少しそういう方向性を強化していくというのは、ここ

の施策としてはあるのかなという印象は持っています。以上です。 
三柴：実はそういう議論をしたばっかりでして、今、厚労省のほうで、ESG っていう国際

的な取り組みの中に安全衛生を組み込めないかっていうことの検討をしていて、厚労科

研で産医大の先生に調べてもらっているんですよね。で、だいぶ調査結果が出てきて、

私もそこを研究官が入ってるので聞いてみたんですけども、やっぱり国際基準だから、

労災含めて情報を開示しなさいってのが 1 つ。それから、基準を明確に示すということ

ですね。安全衛生の取り組みをちゃんとやっているかどうかを測る指標を明確化すると

いうことが 1 つ。それから、そういうことをちゃんとやっている会社であれば、結局こ

のESGの取り組みっていうのは、投資がされる、そういう会社に対してお金が集まると

いうことをいざなうことになるので、経営者に対する訴求力があるという、この 3 つが

ポイントになっているんですね、この施策は。 
ただ、聞いてて、非常に気持ちが悪かったのが、結局、国際投資顧問会社のブランデ

ィングに使われているっていう疑いが拭えないんですよ。要するに国際基準からすると、

非常に抵抗できない基準を持ち出してきて、日本も守れっていうふうに上から来ること

になるんだけれども、日本の仕組みっていうのは、もっと、ある意味職人重視、ある意

味集団主義で、ある種の企業なりの文化を大事にしながら脈絡保ってきた部分があるの

で、そういうのをぶち壊してしまう危険があって、それをやってしまうと、結局、数字

上がらないっていうことになると。 
建設安全でも実はずっと検討会等で議論したことがあったんですけど、日本の建設安

全っていうのは、かなり現場の人たちのお行儀の良さと相互監視とか、ある種の集団主

義で出来上がってる部分があって、ヨーロッパのように上からマニュアル示して順守し

ないと安全保てないって格好になってないんですよね。自分らでやるっていうのが、実

はある意味日本の建設現場って、これまではあったんです。今は人がいなくなってきて

るから落ち目っていうのもあるっていう状況ですが。 
一言で言うと、海外発送の ISOとか ILOの発想が日本になじむかってのは慎重に検討

しないといけないと思っているとこです。 
北岡：そうですね。私も今の三柴先生のご指摘、ご発言いただいて、非常に共感するとこ

ろがあります。外資系の食料品製造販売会社の大手があるんですが、その会社が、よく

食料品、日本でそういった自社のハンバーグとか、そういったものを調達しますので、

日本のさまざまな会社の食品製造工場を監査するんですね、労務監査と称して。その実

態をいろいろ伺っていると、今、三柴先生がご指摘されたように、非常に一方的な基準

をある種押し付けてこられて、会社が一生懸命やってらっしゃる食品製造業から見ると、

ちょっとピントが外れてるんじゃないのかといったご相談を伺う機会は、これは現にあ

ります。 
そういった意味では、やはり先ほどの先生のお話にあった、基準をどう定義するのか

というのも非常に重要なところかなと思います。以上です。 
柳川：すいません、ちょっと 1 つご質問があるんですけど、そうすると、OSHMS につい

ても同様というご意見でしょうか。 
三柴：要注意という意味では同意見です。だから、中災防の適格性審査の仕組みとか、日

本流に直してアレンジして、さらにその業界ごとに業界事情を踏まえて落とし込むとか、

さらにその基準作りだけじゃなくて、運用の仕方においても、ある程度柔軟性を持たせ
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るとかいうようにしていくと、まだ使えるかなと思うんですけども。 
要するに私の問題関心は、可視化しにくい、言語化しにくいんだけれど、現場で営々

と引き継がれてきた職人中心あるいは集団主義的な安全管理の仕組みっていうのを、き

ちっと再検証しないままに、外部から基準を持ってきて、それを一律に当てはめようと

すると、それで割となあなあでやってた所に対する喝にはなると思うんだけれども、実

はもともとあったうまい方法を壊してしまう部分があると思うんですね。 
だから、その意味では OSHMS も、結局設計次第、設計と運用次第だというふうに思

っています。 
柳川：そこのところは恐らく厚生労働省も、私もそうですけども、全く同意見なんですけ

れども、私は OSHMS というのは、これ言うとよく怒られますけど、必要悪という気が

してます。というのは、現場の職員が今のようなというか、以前のような能力を保ち続

けるのであれば、本当は必要ないんでしょうけど、ただ、そういう安全衛生に対して知

識、ノウハウを持った人がどんどんいなくなっていくと、やはりああいうものに頼らざ

るを得ないのかなという気がしております。 
それと、先ほどちょっと出ました、民間の確認制度というようなお話ございましたけ

れど、実は 2017 年の 3 月に、規制改革推進会議の中で、八代委員が、労働基準監督官

の業務の一部を社会保険労務士などに委託するべきではないかという文書を出したこと

がありまして、厚生労働省が、幸いなことにとあえて申し上げますけれども、幸いなこ

とにそれに反対をし、全労働、地方労働組合も全面反対をしてる。社労士会も、社労士

会でさえ、ちょっと消極的な文書を公表したりしているという事情があるという、ちょ

っとそこのところだけお伝えしておきます。 
三柴：結局、この議論は、一番大事なのは、今、僕もつくった学会を通じて海外とのやり

とりしてて、つとに感じるんですけども、日本の脈絡、日本がうまく安全管理なり、労

働関係政策を運んできた脈絡っていうのを、海外の人にも通じるように、あるいは国内

でも事情を知らない人に対して通じるように、きちっと言語化して説明する力だと思う

んですね。 
それを怠ってきた、要するにあうんの呼吸で裏表使い分けて、分かる人は分かればい

い。大人の文化だっていうふうにやってきたので、通じないんですよ。そうすると、海

外から黒船が来た時に、それに抵抗するすべが実はないんですよね。さらに、それと整

合させることも難しいわけですよ。 
厚労省は非常に日本的な文化だから、そもそも。その辺を意識しているのは分かるん

だけれども、結局、積極的に打ち出す良さっていうのを自覚してないと、やられちゃう

ということだと思ってます。 
森山：ありがとうございます。やはり日本らしさみたいなものの理論化というか、もしか

したらあんまり言語化がされてないっていうのはあるのかもしれないですよね。やっぱ

り、多分、現状でトップダウンしちゃうと、やはり現場の士気に相当影響する。結構職

人なんか辞めちゃうっていう会社も、まだそういうのは日本企業はあると思いますので。

なんかもっと教育とかそういった面、労働者の安全衛生教育とか、そういった面も。 
三柴：しつこいですが、最後に言うと、要は、柳川さんが安衛部におられた頃に、確かに

安全衛生人材が減ってるからマニュアル化進めましょうっていう動きがあって、申し訳

ないんですけど、僕それは抵抗したんです。ちゃんと人材育てないといけないんで。人

材を育てるのは 50年計画になるんだけれども、結局マニュアル作るのも人なので、暗黙

知をちゃんと継承する人がいなくなっちゃうと、的確なマニュアルを作る、ピントが合

ったマニュアルを作る人もいなくなっちゃうわけですよ。だから、それは絶対に諦めち

ゃいけないということですね。 
それと、地方採用技官、同じなんだけど、いったん脈絡を断ってしまうと、もう再生

できないわけです。 
状況が今、どんどん効率化に進んでいっているから、知的な洗練性を高めて、マニュ
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アルを洗練させないといけないっていうことはそのとおりなんですけど、これって非常

に高度な知的な海外の戦略っていうことは考えておかないと、大学でいうファカルティ

ーディベロップメントみたいな話で、結局大学の先生が本来の仕事できなくなっちゃう

みたいなね、書類ばっかり作って、そういう話になって、誰も得をしないって格好にな

るので、一時期の刺激材としてはいいと思うんですけど、やっぱりちゃんとした脈絡を

保つ動きは持っておかないと、結局壊れちゃうんじゃないかということは心配してます。

以上です。すいません。 
柳川：すいません、じゃあ、1つだけ。ものすごく同意見なんですよね。で、OSHMS、は

っきり言って 7～8割方はうまくいってないですし、リスクアセスメントっていったら、

申し訳ないんですけど、ほぼ 99％適切に動いてないというふうに私は思ってます。ただ、

使いようによっては、やはりまだ使えるのかなという気がしているのと、人材を育成す

るべきだというのはまさに同意見なんですけれども、ただ、現実問題としては、本当に

可能なんだろうかという。やはりもう OSHMS のような制度に頼らざるを得ないところ

まで、もう来ているのかなという気は、正直してます。以上です。すいません。 
森山：ありがとうございます。すいません、私もちょっと続けて少しお話ししたいんです

けど、結局、職人的な安全対策ですと、必ず漏れが出るっていうところがありまして、

やはり機械をやってるけど化学物質は全然知らないですとか、そういうのが、企業に何

人もお互い補完できるような専門家がいればいいんですけど、大体 1 人か 2 人で両方と

も化学物質は全然分からないとか、あと、化学物質は分かるけど機械は分からないとか、

そういうところがありますので、やっぱりリスクアセスメントですとか、そういうマネ

ジメントシステムっていうのは、どうしても必要なのかなと。それはある意味、職人的

な対策を補完する意味で、そういうマネジメント的なことは必要なのかなと、ちょっと

思っております。すいません。では……。 
三柴：森山さん、時間も時間なので、さっきお願いしたように、次回、もう焦点絞って、

これとこれとこれを議論し、で、できなかったものはもういいという方針でいって頂け

ればと思います。今日は、あと 1 個やるかどうかぐらいのところで終えてください。 
森山：はい。じゃあ、ちょっと、すいません、罰則のところまで来てますので、ちょっと

罰則について少し伺いたいんですけども、過失犯処罰ですね。過失で結局安衛法が埋ま

らないことによって、実際に被害が生じた場合について、何か別途規定すべきではない

かというご意見ですね。 
あるいは、先ほども反則金制度ありましたけれど、行政制裁制度があってもいいんじ

ゃないかということですね。これについて、ちょっとご意見あれば伺いたいんですけど、

私は行政制裁制度っていうのは少し関心がありまして、ただ、結局、企業っていう集団

組織的失敗っていうのが、必ずしも個人の責任に還元できない場合があると。一番分か

りやすいのは、故意がない場合ですね。その危険性に対する認識がなくて、外形的には

安衛法違反になっているんですけども、刑事的責任はどうしても問えないという場合が

多々あると。社長が目の前にいて爆発が起きても、われわれは送検できなかったりしま

すので、そういったところに対応するために、行政制裁制度、過料などですと、そうい

う故意とかっていうのが、多分要らないんじゃないかなと思いますので、そういったと

ころ、知らないでは済まないっていう意味での行政制裁制度があってもいいのかなって

いうのは、ちょっと個人的には思います。 
三柴：もう一回言ってもらえますか。 
森山：すいません。犯罪だと、故意がないと、安衛法は故意犯ですので、つまり労働者が

こういう作業をしているというのを知ってないと、そもそも対策を講じなくても、それ

は罪にならないと。ただ、行政制裁ということで、例えば過料、過ち料にすると、そも

そも知らないのが悪いんだろうみたいな、そういった犯罪とは別の制裁が可能なので。

手間はあんまり変わんないと思うんですけど、手間は犯罪捜査とそこまで変わらないと

聞いてますけど、そういうのがあってもいいのかなという気がします。 
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三柴：もう直感的に賛成なんですけど、1 つだけ。今の指導制度、是勧制度と比べてのメ

リットは何ですか。 
森山：それはすいません、深く検討はしてなかったんですけど、私のイメージとしては、

今の司法処分の代替として考えてましたので、何か重大な、悪質な違反がある場合は、

そういったものを課すというようなイメージ。是勧は是勧でいいと思うんですね。もう

是勧については、今のやり方で、そこまで間違いではないかなということで、現状の是

正勧告を全部行政処分にしたりとかってすると、あるいは行政強制にしてしまうと、多

分仕事が、われわれ増えてしまうので。あるいは、もっと抑制的になって、あまり良く

ないのかなという気はしてます。やはり行政指導というのは非常に効果高いと考えてい

ます。 
三柴：最後、出席者の方全員に聞いてって終えてください。 
森山：すいません、何について。全般的な。 
三柴：これについてのご意見と全般についてのご意見を伺っていったらちょうどいいと思

うので。 
森山：ありがとうございます。すいません、では、表示されている順番で、大変申し訳な

いんですが、この罰則ですとか、今日議論した内容あるいは全般について、ご意見あれ

ば伺いたいということで、すいません、長谷川先生、よろしいでしょうか。 
長谷川：長谷川です。ちょっと途中、中抜けしてて、法律のところの議論が確認できてい

なくて申し訳ございません。ちょっとこの法律のところはコメントができないんですけ

ども。今回の研究会で、冒頭の三柴さんのご報告が非常に印象に残ってまして、まさに

予防の重要性とか、私は失敗から学ぶということが多いんですけども、それを事前に何

とかするということの思考が非常に大事だなと、改めて思いを強くした次第です。 
本当に感想で申し訳ないんですが、以上でございます。 

森山：ありがとうございます。すいません、では、藤森先生、お願いできますでしょうか。 
藤森：聞こえますでしょうか。 
森山：はい、聞こえます。 
藤森：じゃあ、端的に、私、分かりにくさというとこに非常に特に興味持って聞いてまし

たので、若干意見を申し上げます。安衛法というのは継ぎ足しというようなお話もあっ

たようですけども、やはり安衛法というのは、1 つの時代を踏まえるというか、時代の

流れ、変化の中で発展していくというか、変わっていくというか、そういう面があると

思います。現場の人、物、機械、作業、それ自体が多様化しているわけですから、そう

いう宿命的なものがあると思います。 
だから、その継ぎ足しがいいか悪いかは置いといて、それで、それが安衛法の宿命だ

からって、それで済ませるんじゃなくて、そうはいっても、こういう状況の中で、やは

り先ほどもお話が出た、命題はやっぱり危険ということ、危険の恐れ、危険の防止、つ

まり予防だとか防止を図るということが、やっぱり安衛法の目的だということで、三柴

先生の危なさそうというお話も非常に興味深かったんですけども、そういった意味で、

他の法律とはちょっと違う面があるんじゃないかと。 
ただ、違う面があるだとか、宿命だったら、それでは話が進みませんので、やっぱり

3つぐらい大切なことがあると思います、そうはいっても。1つは、その中で行政の役割

というか、特に第一線のほうの行政、行政としてどうできてるか、実態、これをよく踏

まえてやっていかないといけないんじゃないかという気がします。安衛法の宿命という

ことで終わらせるんじゃなくて、それの難しさも分かりにくさもあるんですけども、や

はり第一線のほうで PR、それから事業者と一般の人たちとのやりとり、それの積み重

ねというか、繰り返しが非常に重要だと思います。そこにやはりまた司法とは違った行

政の役割というか、見せ所があるんじゃないかというふうに思っています。 
それから、2 番目に、事例、裁判も含めて、そういったものの積み重ねということが

非常に大切になってきて、一般の人に法自体が分からないといっても、そういったこと
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の積み重ねを通して、ですから、すぐに制度改善、あるいは、すぐ分かりにくいからど

こを変えるというんじゃなくて、今の現状の中でそういったことを様子を見ていくこと

が必要だと思います。 
それから、3 番目に、そうはいっても、やはりもとというか、行政本体としての、ガ

イド、法令の用字だとか用語、こういったものは工夫をして分かりやすくするとか、あ

るいは一般の人たちがアプローチを容易にするような、そういったシステムの問題、こ

れを常に考えていかなきゃいけないと思います。 
なお、蛇足なんですけど、いつも思っているのは、そういうことを踏まえて、安衛法

っていうのは、案外単純というのは語弊があるんですけど、危害の防止という、そうい

ったことを軸に置いて、現場にいますと、場合によっちゃあ司法の場面、行政の場面が

あるんですけども、罪刑法定主義あるいは期待可能性、そういった理論も一応大切なん

ですけども、やはりそれぞれの場面に分けて、行政の場面だったら、先ほど申したよう

に、PR だとか、そういったことにまず求めていく。司法のほうですと、それはぎりぎ

りやらなきゃいけないということが出てくるので。 
そんなことで、1 つだけ、ちょっと長くなりますけども、私が前に印象に残ってるの

が、1 件、検察庁に送る時に、期待可能性の問題になりまして、責任性の問題なんです

けども、そこの検事さん、その後、法務総合研究所に行かれたんですけども、それに可

能性が全部当たってるかどうか、やっぱり行政としては、あまりそういったことに期待

可能性だとか、罪刑法定主義ももちろん大切なんですけども、一見違反があると思えた

ら、どんどん送ってくれればいいんじゃないかというような、ちょっとそれは言い過ぎ

かもしれませんが、行政マンとしてはそんな面も必要であって、行政的な立場から、危

険というものを PR したり、事例を紹介したりする中で、だから、本体のほうの分かり

にくい、分かりやすいとしても、それをすぐ変えるという前に、そういう面が非常に必

要じゃないかと思います。 
長くなりましたけど、以上です。 
森山：ありがとうございます。大変貴重なご意見いただきました。ありがとうございます。

次、浅田先生、いらっしゃいますでしょうか。浅田先生、お願いいたします。 
浅田：浅田です。今日の議論、大変熱心な議論されていたので、興味深く聞かせていただ

きました。私がちょっと今日の議論の中で思ったのは、法人重課といいますが、両罰規

定における法人の罰金刑の引上げについては、単に独禁法とか、金融証券取引法とか、

あと著作権法とかありますが、それらは基本的に、いわゆる経済事犯、いわゆる違法な

行為をして多くの経済的な収益を上げる者に対する、逆のインセンティブを与えるとい

う意味で、確か導入をされたと聞いておりますので、ちょっと安衛法がこのジャンルに

入るのかなという疑問があります。もし導入するのであれば、それ相当の理由付けを考

えなければいけないだろうなと。 
あと、過失犯について、行政罰である過ち料を導入すればどうかというようなご提案

ありましたけれども、過ち料の場合でも、非訟事件手続法で、いわゆる裁判所がかむ手

続きになりますので、それはそれで結構膨大な労力がかかるので、本当に費用対効果の

意味で、有効な手段になるのかなという疑問があります。 
ちょっと疑問点だけ挙げても仕方がないので、私がちょっと逆に興味があるのが、鉄

道事故等の被害者の動きとして、刑法 211 条の、いわゆる業過ですね、業務上過失致死

傷罪については、特別刑法を設けて、それに対して両罰規定を導入すればどうかという

ことで、労災事故のように大きな被害があった場合は、業過の特別法で法人に対する処

罰、罰金刑という処罰を与えるという道があるのかなという気はしました。以上です。 
森山：ありがとうございます。大変勉強にさせていただきます。すいません、玉泉先生か

らご意見いただきたいんですが、いかがでしょう。 
玉泉：玉泉です。分かりやすさでいえば、鎌田先生のおっしゃったように、できるだけ分

かりやすい、明確にできるところは明確にしたほうがいいかなと。97 条とかの、例えば
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「遅滞なく」とかですね。でも、ファジーな部分でやむを得ないところは、そのままに

しておいて、1 カ月とか 2 カ月とか、切りを決められるものは、できるだけ明確にした

ほうが、個人的にはいいと思います。 
民法改正の時に、東大の内田貴先生が本を書いておられましたけれども、民法 1,055

条で、フランスは 2,600 とか以上あるから、もうちょっと増やしたいという。国民が見

て、誰が見ても分かりやすい民法にしたいということで、東大辞められて、法務省に入

られたというふうに聞きましたが、結果、思いどおりにいかなかったというふうにおっ

しゃっておりますけれども。 
できるだけ国民にとって、事業者にとっても分かりやすいものにしたほうが、分かる、

分かりやすく書ける部分についてはね、明確に書いたほうがいいというふうに個人的に

は思っています。やむを得ない分は仕方がないというふうに思いました。以上です。 
森山：ありがとうございます。じゃあ、すいません、内田さんって、出れますかね。 
内田：はい、聞こえますでしょうか。 
森山：はい。 
内田：ありがとうございます。今日、話題が出てた「常時性」の話でお話ししたいなと思

うんですけども、僕は地方自治体の労働安全衛生の管理に興味がある中で、いろんな自

治体の例とかを見てきたんですけど、今回、「常時性」について地方自治体が判断して

いる例を見つけたんで、共有したいなと思って、今、チャット欄に書き込んだんですけ

ども。 
これが長崎県の情報公開審査会の答申をまとめたページで、今回お話の中で、その答

申第 102 号というところで、長崎県の職業訓練校みたいな所で、講師の方が粉じん作業

をやられてて、アーク溶接であったり、金属研磨の話を受講生の皆さんに教えてて、そ

の中で、見本を見せますよというところで、粉じん作業をやっておられるというふうな

ところなんですね。 
この答申の中で、長崎県は年間を通じて、年間を通じてですけども、25 時間その労働

者の方が粉じん作業をしてますよと。で、年間でいうと 25時間なら常時性はないですよ

という話を長崎県が判断されているんですね。 
これまで厚生労働省だったりがオープンに、年間何時間だったり、週何時間だったり

であれば常時性がありますか、ないですかとか、そういったところを政治的に公に示し

たっていうのはあまり聞いたことないんですけども、そういった中で、行政機関が 1 つ

のラインとして、絶対、なかなか常時性に当たらないだろうなというもっともらしい例

を示したっていうのは面白いなと思ってますし、逆に、年間 25時間の粉じん作業であれ

ば、常時性がないなって判断した、なんか医学的根拠があるんだろうかとか、そういっ

たところを思ったりしました。そういった意味で、長崎県が「常時性」について評価を

出したというのは面白いなと思って見てました。以上でございます。 
森山：ありがとうございます。貴重な資料をありがとうございます。 
角田：すいません、角田ですけども、ちょっとこの後が迫っておりますので、先にコメン

トさせていただいても構わないでしょうか。大変申し訳ございません。 
森山：すいません。 
角田：今日話されていた内容というのは、もう普段現場から聞かれること、特に曖昧さで

あったりとか、分かりにくさ、遅滞性とか常時性などはよく聞かれて、それこそ基準は

どれなのかということが、現場の意見として聞かれることが多かったので、やはりこの

あたりの基準が明確になると、私たちとしても●コンサルタントで話をする時にも、そ

ういったことがある程度明確になると、話しやすいなというのがありました。 
いろいろ示されているんですけれども、なかなかそれこそ検索がしにくかったり、私

が不勉強な面もあるんですけれども、検索しにくかったりですとか、そういうことがあ

ったので、明確に整理されるというのは非常に望ましいなと思いました。 
それと、厳罰を科すというような議論があったかと思います。この前も労災発生時の
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対応についての研修なんかをやったんですけども、案外、事業者の方、特に社長とか経

営者クラスでも、労災を起こした時に、自分が責任を負うんだということに対してピン

ときてないというか、不明確だ、理解しない方もいらっしゃったので、そういう意味で、

厳罰になるとかっていうような、少しそのような議論が出てくるだけでも、インパクト

があるのかなと。 
また、上位管理者としての指導ということで、対応として持ってきたりとか、もう身

に迫るものが対応になってくるのかなというので、議論ができるというのは、厳罰にす

るとかっていうのはともかくなんですけど、議論をして、少し話題に上がってくるとい

うのは、それも労災防止とかの対応と考える点では有効なのかなと思いました。以上で

す。 
森山：ありがとうございます。 
角田：すいません、これでちょっと私、先に失礼させていただければと思います。申し訳

ございません。 
森山：はい。そうですね、基準の明確化というのは、正直言って、現場の人事担当者さん

と話す時は、最も問題になりもの、要望のあるものの 1 つではあります。すいません、

先にご発言、予定等がある方で、今、ご発言されたいという方いらっしゃれば、優先さ

せていただきたいんですが。大丈夫でしょうか。すいません、次、阿部理香先生、お願

いします。阿部リカ先生ですね。 
阿部：聞こえますでしょうか。 
森山：はい。 
阿部：すいません。私も今日、入試業務が急遽入ってしまって、ちょっと遅れての入室と

なってしまいまして、途中もちょっと校務で抜けたところがあったので、議論のところ

が十分理解できなかったように思うんですけれども、「遅滞なく」など、分かりやすさ

についての議論が出てたかと思うんですけれども、今年たまたまお世話になっている先

生の後任を頼まれて、労働安全衛生法の科目を担当することになったんですが、その授

業の中でも、何となく「遅滞なく」とか抽象的に話してしまうことが結構あったんです

けれども、今日の議論を聞いて、分かりにくさの問題であるとかっていうのを、結構実

務の先生のお話とかを、議論を聞いて、その問題意識みたいなのをようやく共有できた

ようなところもあって、ちょっとよく理解できなかったところは、動画を復習したいな

というふうに思っています。すいませんが、こんなような感じで、すいません、お願い

します。 
森山：ありがとうございます。すいません、篠原先生、お願いできますでしょうか。 

篠原：はい、篠原です。罰則の厳罰化につきましては、それはあったら、経営に対す

るインパクトも強いですけれども、ただ、罰則があるのは死亡災害等が起こった場合で

すので、普通の会社の社長さんも、関係者も、労働者の方も、死亡災害、そんなことが

起こると大変なことになるということは認識されてますけれども、ただ、それが遠いん

ですね。まさかうちの会社は大丈夫だろうということで、なかなか遠いと。法律を意識

されるのは、やっぱり普段の仕事と隣り合わせといいますか、経営に直接インパクトが

ないと、なかなか意識しないのかなと。 
つい最近、ある産廃会社の社長さんが、産廃法と道交法ですね、これはきっちり守っ

ていかなあかんということを言って、でも安全衛生法がない。3 つ目に出てこなかった

んですけれども、やっぱり産廃でしたら許可を取り消されたりですとか、道交法でした

ら車両が使えなくなるとか、やはり直接仕事に関するインパクトですね。例えば、建設

業の許可であれば、社会保険とか入ってなあきませんので、やはり社会保険を入れなあ

かんというよりも、建設の仕事ができなくなるから社会保険入れなあかんという話にな

りますので、やはり経営との直接の影響といいますか、普段の業務と隣り合わせでなけ

れば、なかなか意識されないと。 
そういう意味では、ちょっとお話の中で出てきた反則金ですね。そういったものがあ



30 
 

りましたら、死亡災害とかそういうことに至らなくても、ちょっと同じような重大な災

害につながる法違反であれば、反則金とか取れると。これは経営に直接インパクトがあ

りますので、意識なさるのではないかなというふうに思った次第です。以上でございま

す。 
森山：ありがとうございます。 
三柴：一言。篠原先生は、今回の産業保健法学会の演題賞を受賞されました。酸欠則に関

する実務的観点で優れた報告をされて、演題賞を受賞されたことをこの場でご報告させ

ていただきます。以上です。 
森山：ありがとうございます。他に何か、今ご発言されたい方、いらっしゃいましたでし

ょうか。大丈夫ですか。すいません、原先生、お願いいたします。 
原：原でございます。主要な論点は、もう各先生方が大変詳細に論じてくださっているの

で、私は本当に感想程度なんですが、先ほど柳川先生がおっしゃっていた、法律の条文

をわざわざ読ませる必要があるのかどうかということ。これ実は、学生相手の講義なん

かで、労働法の条文をどこまで生の原文を理解させる必要があるのかなと、私、いろい

ろ考えさせられながら、ずっとそればっかり考えておりまして、安全衛生だけじゃなく

て、労働法全般に言えることですね。 
相手によっては、条文よりも図式とか、あるいは絵を見せたほうが分かりやすく、現

場のニュアンスが通じる場合も多々あるわけでございまして、実は昨日の都庁の労働相

談でも、ちょっとそんなことを考えた経験がありましたので、そのことをずっと考えて

おりました。 
そういう意味で、三柴先生がいつもおっしゃる、図を多用せよと。現場のイメージが

伝わるようにと。本プロジェクトの根っこの部分とも相通ずる問題で、今後ちょっと安

全衛生のみならず労働法全般について、私なりに追求していく課題かなと思った次第で

ございます。ちょっと全くずれたお話ですけど、以上のとおりです。 
森山：ありがとうございます。田中先生、お願いいたします。 
田中：田中でございます。今日のお話を伺いまして、私のほうの関心は、やはり「遅滞な

く」ということの議論、基準の明確化ということで、これは大切だという意見が多かっ

たように伺いましたけれども、私としては、大切さは分かるんですが、基準の明確化と

いうのは難しいというのが、現在の私の意見でございます。 
それは、例えば 1 カ月であるとかという期間。面接指導等は、その期間というのを設

定しやすいと思うんですが、死傷病報告書等につきましては、他にも共通すると思うん

ですが、期間を設ける場合については、起点ですよね、起点というのが取りにくい場合

と、そうでない場合があると。時効の起算点という、そういうちょっとイメージの難し

さっていうのを感じました。 
もう 1 つは、浅田先生の、業過における特別刑法によって企業責任を問うというか、

というお話、非常に、そのようなお考えもあるのかなっていうことで、今日、関心を持

たせていただきました。ありがとうございます。以上です。 
森山：ありがとうございます。淀川先生、お願いいたします。 
淀川：すいません、淀川ですけれども、本日はありがとうございました。ごめんなさい、

表面的な話しかできませんが、分かりやすさの点について思ったことを述べさせていた

だきます。やはり他の会社法とかいろいろ見ておっても、比べて安衛法は本当に読みに

くい、難しいなというのは、ちょっと日頃思っているところでありまして、その中で、

どのような形で皆さまにご理解いただくかとなると、やはりポイントを絞って、肝はこ

の 3 つだみたいな形で、もう既になされているとこではあるんですけれども、そういっ

た形で、なんか 100 個全てを押さえるんじゃなくて、肝の部分をまずはしっかり押さえ

ていただくみたいなところから始めていくのが大事なのかなと思いました。 
また、私自身、法律をしっかり読む場面って、どんな時なのかなとイメージしたとこ

ろ、やっぱり講師を務めるとか、誰かに発表するとか、そういった時に本当に法律を集
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中して読んでるなということがあったりしまして、なので、事業者のいざ読んでいただ

きたい方に、発表の機会なのか、社内の勉強会の講師をやってもらうのか、よく分から

ないですけれども、何かそういったきっかけづくりを作って、促していくことも 1 つあ

り得るのかななんてちょっと思った次第です。思い付きではありますけれども、以上で

す。 
森山：ありがとうございます。吉田先生、お願いいたします。 
吉田：お話を伺って、大変勉強させていただきました。法の分かりやすさというお話もご

ざいましたけれども、確かに事業者からすると、現場ではやはり予測可能性、どういう

ことを守らなければ処罰もされるし、あるいは行政の指導も受けるということの、予測

可能性というのが非常に大切だと思いますので、そういう意味で、分かりやすいという

ことは重要なのだと思うんですけれども。 
ただ、必ずしも法文に手を加えるということには限らないで、お話に出ておった行政

解釈をより丁寧に行うというふうなことなども対応策なのかというふうには思って聞い

ておりました。 
それと、あともう 1 つは、この間の研究会のいろんな文章を起案する際に考えさせら

れたことですけれども、安衛法の大きな課題、これは法律そのものの見直しも含めれば

非常に広いんでしょうけれども、安衛法全体の課題としては、やはり人材の育成、これ

は産業医さんであるとか、あるいは現場の人事労務担当者の教育も含めてということで

すけれども、現場の担い手の人材育成というのが、やはり重要な課題になるんじゃない

かということ。 
それから、衛生委員会がなかなか機能していないというふうな、そういう現場のリア

ルのご報告も読ませていただいたりしましたけれども、本来であれば、そういう衛生委

員会、安全衛生委員会といった、そういった機関が活性化をさせられて、本来の役割を

果たすということが求められるんじゃないかなというふうに思うので、そのことも非常

に重要な課題じゃないのかなというふうに思った次第です。 
それから、先ほど、リスクアセスメントのご発言もお聞きしたんですけれども、リス

クアセスメントについても、確かに、果たしてどの程度行われているのかであるとか、

諸外国の事故状況を見ても、本当にどの程度効果があるのかということもあろうかと思

うんですけれども、関わらせていただいている感染症の対策、職域における安全対策の

中でも、例えば感染症対策などについて言うと、なかなか科学的な知見、あるいは医学

的な知見というものに限界がある分野というのはどうしてもあるので、そういうものに

ついては、現場の衛生委員会であるとか、そういうものも関与しながら、職場でリスク

アセスメントをして、現場で十分合意を形成する過程というのも、やはり安全衛生を現

場で適切に、適正に行っていく上では重要なのではないのかなというふうに、個人的に

は思っております。以上です。 
森山：ありがとうございます。井村先生、お願いいたします。 
井村：井村です。今日の話を聞いて、今やっている報告書のところで、分かりやすさの話

なんですけども、ちょうど登録性能機関に関する、安衛法の 53条の 3の規定の読み替え

の規定をずっと眺めていたので、本当に、分かりづらくはないけど読みづらい規定とい

うのが本当に多くて、読み替え規定を見たりするのが非常に面倒くさいっていうのが、

やっぱりちょっと何とかしてもらいたいなというふうには思いました。 
あとは、やっぱり分かりやすさのところでいうと、参照条文が多いというのと、その

参照条文が何を指しているのかがよく分からないので、これは何の規定を準用しようと

しているのかも見づらいとか、そういう非常に細かな部分で、分かりづらいということ

はないんですけど、とにかく読みづらいっていうところを何とかしてもらえたらなとい

うふうなことを今日は思いました。以上です。 
森山：ありがとうございます。佐々木先生、お願いできますでしょうか。 
佐々木：佐々木です。先生方が先ほど来、多くの先生がコメントされていますけども、私
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も分かりやすさというところを考えたところでありまして、特に私は報告書で担当して

いるのが 22 条とか 23 条の特別衛生規則がかなり関わってくるところでありまして、た

だ、それって、確かに読みづらくって、例えば特化則と有機則のように、どっちがどっ

ちで適用されるんだ、何にどれが適用されるんだとか、重畳的に適用されるのかとかあ

るので、非常に分かりづらいなとか、そういうことは感じているとこなんですが。 
ただ、一個一個の規則も、報告書の中で調べて書いているんですけども、例えば、こ

ういうことがあったから、こういう事故があったから、こういう条文を足しましたとか、

これだと新しくこういうものができたから、対応できなくなったから足しましたってい

うような形で、かなり充実して事細かに複雑で読みづらいとか分かりづらいというのは

そのとおりなんですけど、その状況状況に応じて細かく緻密にという形になっていて、

それはそれでかえって労災を防ぐということにつながってるのかなって思うところもあ

って。 
簡単にして、読みやすくして、分かりやすくするっていうのは非常に重要だと思うん

ですけど、ただ、今まで緻密に作り上げてきて、労災の防止に寄与しているものってい

うのを、どうやって両立していくのかっていうのが、一番考えなきゃいけないところか

なと思って、報告書でもいろいろ考えていたとこなんですけど。 
結局分かりやすさと充実して細かくしていくというのは、どう考えても反対の動きな

んで、どこでバランス取るのかなっていうのが、私もずっと考えていたことで、今日の

議論を聞いてても、なかなか難しい問題だなということを再確認したという程度のこと

で、それぐらいのことしか、ちょっと自分は今、お話しできないんですけど、今後もそ

ういった分かりやすさの点、特に規則間の分かりやすさのところっていうのはもう少し

考えてみたいなと思います。私からは以上です。 
森山：ありがとうございます。石崎先生、お願いします。 
石崎：今まで先生方のお話伺っていて、分かりにくさの議論に関しては、幾つかやっぱり

分かりにくさの種類があるのかなという気がしていて、最初のほうに出てた、要するに、

漠として、「常時性」だとか「遅滞なく」とか、指してるものが広くていろいろ解釈し

得るよねという趣旨の分かりにくさと、あと、今、佐々木先生おっしゃられたように、

いろんな規則間の関わり合いとか、体系上の分かりにくさの話と、あとは、そもそも条

文作りで、井村先生とかがおっしゃられたように、こことここを引用するかなとか、法

律条文作る時のお作法みたいなことから来る分かりにくさと、いろいろ種類があるのか

なというふうに思いました。 
一般国民にとって分かりやすくする上で、直せるところ直していくっていうこと自体

には反対はしないんですけれども、ただ、やっぱり他方で、分かりやすくしようとする

ために、正確性が犠牲になるとかいうことではやっぱりいけないようにも思うので、そ

ういう意味で、どうしても残る分かりにくさの部分については、これももう既にご意見

出てるとこですけど、やはり情報提供とか、教育とか、そういった部分で補っていくほ

かないのかなという気はしています。 
あと、最後のほうに取り上げられた、行政救済制度の導入についてなんですけれども、

これ、行政の役割を広げるということは、私も非常に重要だとは思ってるんですが、他

方で、このやはりご提案の中身と、現行の是正勧告制度との関係が、ちょっとよく理解

し切れていないところと、あとは、準司法的機能も持たせるっていうようなことなのか

なとは思うんですが、それをやるための人的なリソースがどれくらいあるのかなってい

うところは、若干気になるところではあります。 
ただ、今後の方向性として、確かにそういう過失みたいな、過失によって安全衛生対

策取られてないみたいなところに手を入れていく上で、今の是正勧告でもいいのかもし

れないんですけど、なんか改善命令出すとか、違反に対してそれで、そこで違反に対し

てまたさらに過料を科すみたいな仕組みっていうのは、確かにもうちょっと広い範囲で

あってもいいのかなみたいな感触はあるところですが、ちょっとまだ私自身も十分に分
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かってないところなので、非常に中途半端な意見で恐縮なんですが、そういう設計とい

うのもあり得るのかなとは思った次第です。 
今ちょうど受動規制のところを書いていたので、健康増進法とか見てたんですけど、

あれは施設管理者がちゃんとしてないと勧告出して、勧告に従わなかったら命令が出て、

それに違反すると、また罰則がかかるみたいな、そんな流れになっていたところもあっ

て、ちょっとそれとの関係とかも気になったりしたところでした。 
ただ、またやっぱりどういう行為をその対象にするかとかも、いろいろ多分議論の対

象になるところなので、直ちにどうこうというのは言えないんですけれども、行政の機

能を広げていくっていうことはあり得ていいのかなという意見を持ったという次第です。 
あとは、締め切りに向けて鋭意執筆を進めていきますという感じです。ありがとうご

ざいました。 
森山：ありがとうございました。近藤さん、お願いします。 
近藤：近藤です。今の中で、罰則の引き上げについて、実務側の人間として、俗っぽいと

いう言い方するとあれですけど、罰則、罰金の上限を億単位にしたりとか、懲役にした

りとかっていうのは、いいことというか、ありかなとも思う一方で、そうなると、今、

少額の罰金だから略式で済んでいるところを公判に移るけれども、本当にその覚悟あっ

た上で言っているのかなというのが若干ありまして。 
監督官の質がというよりかは、監督行政としての体制がという気はしますけれども、

公判になったら、当然、証言台に立つ人もいるでしょうし、今現状、ほぼ 1 人で事件捜

査をしているという状況で、公判維持できるクオリティーの捜査をできるのかなという

気はちょっと疑問に思いながら聞いていました。 
なんか身もふたもない意見を言ってしまいましたけれども、感想としては以上です。 
森山：私もちょっと同じことを先ほど感じました。柳川先生、お願いします。 
柳川：柳川でございます。もう皆さま、大体私が申し上げたかったことはおっしゃられて

しまったので、ちょっとじゃあ、別な切り口から、個人の感想的なことを申し上げます

と、私、実を言うと、中学校卒業して、日本を代表するような大企業で中卒労働者とし

て 4 年働いております。その後、大学とマスターコースを終わって、今度は電子技術者

として、これも別な会社ですけど、やはり日本を代表するような大企業で 4 年間働いて

ました。 
その時に見えた現場、労働の現場と、後、霞が関でも働くわけですけれども、その霞

が関で見える労働の現場、あるいは労働局に行った時に、国家権力を背中に背負って現

場を見た時の現場っていうのは、全然違う見え方がするんですよね。 
労働安全衛生法を見ていて、よく思うんですけれども、本当にこれ日本の現場、現実

に適合しているんだろうかなということと、霞が関でいろんな議論をするんですけど、

その議論というのは非常に雲の上の議論で、現場から見ると、ちょっとそれ以前でしょ

って言いたくなるような話をどんどん霞が関なんかではやっているわけですよね。 
そういったようなことを考えると、本当にちょっと今の労働安全衛生法というのはど

うなんだろうと、初めのうちは思ってたんですが、ただ、今の時点、もう既に退職して

しまった今の段階になると、これ、やはり、もうこれでいくしかないのかなという気が、

正直してるところはあります。 
先ほど、反則金とか罰金とかいうお話ありましたけれども、確かに罰金が億単位にな

れば効果はあるでしょうけれど、ただ、申し訳なんだけれども、1 人亡くなりました。

それは殺人でも何でもないわけですよね。そんなことで裁判所が億単位の罰金を科すと

は思えませんし、はっきり言って前科が付くとみっともないというふうに皆さんおっし

ゃるわけだけれども、5 年たったら消えるんですよね。消えるとは言いませんけど、記

録は残りますけど。そうしますと、気にしない人は全然気にしないんですよね。 
そうなってくると、これ先ほどもちょっと申し上げました、こんなことはできないと

いうことが分かっていて申し上げるんですけれど、やはり一番効果があるのは、民事訴
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訟がどんどん起きて、労働者が多額の損害賠償金を取るという事件が増えてくると、事

業者も気を付けるのではないかなというふうに思ってまして、できないとは思いつつも、

今、訴えようとすると、ものすごく大変なのが、証人を連れてくることですよね。他の

労働者はみんな会社側に付きます。その状況の中で、実際に過失があったことを証明す

る。民法の 415 条で損害賠償を請求する時は、安全配慮義務の内容を特定をして、かつ

その不履行があったことは労働者側が証明しなければいけないわけですね。ここの部分

が何とかできないのかなという気が、前からものすごくしております。 
要は、災害があった以上、過失があったということを推定してくれるような条文が、

安衛法の中に作るというのは無理だと思いますけども、できれば、かなり良くなってい

くのかなという気がしています。すいません、荒唐無稽な個人の感想です。失礼します。 
森山：ありがとうございます。すみません、内田さん、お願いします。内田さん、さっき

聞きましたね。すいません、申し訳ない。そしたら、鎌田先生、お願いいたします。 
鎌田：はい、鎌田です。私、行政制裁制度のことで少しお話ししたいと思いますが、要す

るに実効性確保という観点から言うと、措置に対する相手方のインパクトと、それから、

その方策を取るこちら側の手間をどう評価するかということだと思うんですよね。 
その時に、前からもう少し活用したほうがいいんじゃないかというのは、企業名公表

の制度です。これは行政処分になるんですけれども、先ほど過料制度はどうかというこ

とで、過料ってあんまり手間的にはそんな楽にならないんですよね。それで、行政指導

が有効に働いているよっていうことで、それはそれでいいと思うんですけど、それで言

うこと聞かない場合には、企業名公表という行政処分が割と柔軟性があって使えるんじ

ゃないかと。 
で、インパクトという意味で言うと、大手企業にとると、ある意味では致命的にイン

パクトがあるんですよね、大手企業にとっては。じゃあ、中小は別に企業名なんか出た

って、さほど効かないんじゃないかということなんですけど、これは企業名公表される

ような処分を受けると、職安法で、求人募集が全然できなくなっちゃうんですよね。ハ

ローワークでも拒否されますし、一般の民間の求人メディアでも拒否すると。あなたの

企業についての募集情報は提供しませんということになるから、かなり中小企業におい

ても、この企業名公表レベルの処分というのは重たくなっているということで、どうか

なというふうに思うんですが。 
ところが、重たいということはいいんだと思ったところが、厚生労働省本体は、重た

くなったせいなのかもしれませんけれども、すごく慎重になっているんですね、最近、

企業名公表には。だから、私なんかは、せっかくこういう柔軟な方式あるし、手間も過

料よりはいいので、少し活用したらどうかという面を持っているのが、例の東京労働局

の問題があったので、すっかり慎重になっているんだと思うんだけど、少し考えてみた

ほうがいいんじゃないのか。私としては、こういった方向での活用を勧めたいなという

ふうに思っています。以上です。 
森山：ありがとうございます。では、最後に三柴先生、お願いいたします。 
三柴：先生方、ありがとうございました。私からは、もうこれ以上はありません。あと 1
度、残る課題について、要点だけ議論できればと思いますけれども、やはりこういう先

生方全員参加での議論ができるっていうことは大変な価値があるというふうに感じてお

ります。ありがとうございました。以上です。 
森山：ありがとうございました。では、本日はこれで終わりということでよろしいでしょ

うか、三柴先生。 
三柴：はい、ありがとうございました。失礼します。 
森山：では、失礼いたします。 
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三柴：開始します。本日もご参集ありがとうございます。 
今日は、研究書を作るためのプロジェクトとしては最終回ということで、あとはこの

内容をテキスト化して、その研修プログラムを組むという作業がありますけれども、こ

れは限られたメンバーで進めていくことになると思いますので、一応このプロジェクト、

これまで続けてきた体系書作りのプロジェクトは今回で終了ということになります。 
今日は、最後に残していました、行政官等向けのアンケート調査から法規則の改正案

を検討するという項目について、森山さんのほうから、森山さんのリードで終えていた

だくということを予定しております。 
時間いっぱいかかるか、早めに終わるか、ちょっと分かりませんけれども、早速です

がお願いしたいと思います。森山さん、よろしくお願いします。 
森山：よろしくお願いします。共有を、今、無効になってるみたいですので、共有の許可

を。 
三柴：今、設定しました。 
森山：法改正提案については、30 ぐらい残っていたんですけども、その中で、重要じゃな

いかなと思われるものを 7 つピックアップしまして、そのうち 4 つを必ず取り上げよう

かなと思いまして、その他 3 つは、時間がある限り検討していきたいなっていうもので

あります。 
すいません。時差の関係で、こちらが朝 5 時半なんで、最初は少し声を抑えめにしゃ

べっておりますので、よろしくお願いします。 
番号 54番から進めていきたいと思います。「他分野との重複とすみ分け」っていうと

ころで、少し大きいテーマかなと思うんですけど、読みますと「安衛法が担っている分

野が非常に広範囲である」と。「また、ボイラー、圧力容器、化学物質、放射線、心身

にわたる健康管理などの対策について、他法と重複するものもあり、すみ分け、統合、

あるいは別立てにするするなどの整理をしたほうがいい」というご意見で、これ自体は、

何ていうか、素朴なご意見なのかなというのが、ちょっと見た感じは思ったんですけど

も。 
確かに、これらの社会にあるいろんな危険源の中で、安衛法で定めてるものがあって、

その代表がボイラーやクレーンだと思うんですけど、あるいは黄りんマッチとか、その

辺は労働法で戦後やってきたというところなんですけども、労働法で定めるとなると、

やはりメインが使用従属関係に焦点を絞って規制することがべースとなり、その発展系

として、ボイラーとかそういったものについては流通規制や製造規制もやっているとい

う形になると思うんですけども。 
安衛法の第 1 条に労働災害の防止っていう目的が掲げられておりますんで、あるいは

職場環境の、快適職場の形成というところで、その目的に沿った形でやるっていうとこ

ろ、必ずしも、今まで社会のあらゆる場所において、その規制をやり尽くすというわけ

ではなかったのかなというところで、その中で、安衛法で決まっているものと、そうで

ないものがあって。 
じゃ、どういうふうにこれを整理していくのかっていう問題があるのかなと思うんで

すけども、これについて、ちょっと漠然としてますけども、先生方、何かご意見があれ

ば伺いたいと思うんですけども、いかがでしょうか。 
三柴：なるべく広範にご意見伺いたいです。ちょっと先に私のほうから口火を切る意

味で申し上げれば、まさに今、ちょうどその見直しが迫られている。特に個人事業者等

への安全衛生、フリーランスを典型とする個人事業者への安全衛生をどうするかという

検討を厚労省でやっていますので、まさにその、この点の哲学をどうするかっていうこ

とが、考え直される時期にあるわけです。 
森山さんおっしゃるように、安衛法は、戦後、労基法の下にできた安衛則を単独立法化し

たと。で、なおかつ、労基法と姉妹法であるっていう位置付けが明記されたことからも、

労基法が持つ労使関係に注目する考え方を、一応は受けていると。 
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現に、労災を防ぐためにも、使用者ないし事業者に責任を負わせることで対策が進み

やすいっていう社会工学的な発想があったと思いますし、それは ILO の考え方でもあっ

たと思うんです。 
しかし、労災を防ぐという目的指向、結果にコミットする法でなければならないとい

うことからすると、手を打たなきゃいけないポイントが事業者にはどうしようもないと

いうところも多いために、いわば何でもありの法規になってきたと。 
本をただせば、工場法自体が安全衛生法みたいな法律だったわけです。その工場法の

傘下にボイラーに関するものとか、機械安全を図るような規定については、当時の工業

主に限らず、規制をかけないといけなかったっていう事情もありますし、それから労基

法の下の安衛則にも、スピンアウトのような、ボイラーとかその他の機械を専門に取り

締まるような特則ができていったという経過もありますから、その歴史をたどると、労

災を防ぐっていう広い目的のために、規制範囲を広げるっていうのは、元々やってたし、

流れでもあるということかと思います。 
さらに、健康面まで保持増進とか、さらには快適な職場形成とか、法の目的自体が広

がってきたと。そもそも、その広い目的持ってるから、それを達成するための規制範囲

が広くなきゃいけないという事情があった上に、目的自体も広げてきてるということが

あるので、さらに労働者っていう概念も曖昧化してるので、いろんな意味で、今、見直

しが迫られてるということだと思います。 
この点、一言で述べていただく、ご意見いただくのは厳しいと思いますけど、まず、

発言の希望をいただける方からお願いしたいなと思いますけども、いかがでしょう。 
森山：いかがでしょうか。先生、どなたか。 
三柴：もし、特にということであれば、森山さんのほうで指名をお願いします。 
森山：すいません。浅田先生、いらっしゃいますでしょうか。 
浅田：はい。浅田です。労働災害防止という目的に立って、何が一番効果的かという視点

で見直す必要がある場合は見直していけばいいと。だから、他法、同種の規制を行って

いる他の法律があるというだけで、だからそこから撤退すればいいというのは、労働災

害防止に必ずしも寄与しないのではないかと思います。 
それぞれ、同種の規制を行っている場合でも、それぞれの法目的があるので、また、

実際の規制範囲を、重複規制にならないように分けてる場合もあるので、それはそれで

きちっと精査した上で議論すべきではないかというぐらいに思います。以上です。 
森山：ありがとうございます。特に私、ちょっと気になっていますのが、機械関係の規定

っていうのが、あまりこの安衛法では製造から流通まではちょっと限定的なのかなと思

っておりまして。その辺りをうまく労働法に組み込めると、製造規制も労働基準監督署

という、非常に全国隅々まで監督官がいて、その中での取り締まりができるっていうと

ころで、非常にいいのかなというところで思っておりますけども、そういった議論とい

うのは、浅田先生、今まであったんでしょうか。労働行政の中で何かあれば伺いたいの

ですけども。 
浅田：例えば、放射線障害防止という点で見れば、確かに旧科技庁、今の文科省で、さら

には、今、原子力規制委員会になってますけども、放射線障害防止法という法律があっ

て、ほとんど電離則と同じ規制があるというのは事実です。 
〓公〓は、例えば、放射性物質あるいは放射線発生装置の使用許可という、まず使用

する段階での許可規制、いわゆる業としての規制を行っています。ところが、実際の内

容に関する規制、行為規制とか、あるいは場所に対する環境規制というのはほとんど同

じ内容になっていると。なおかつ、放射線防護の基準については、放射線審議会があっ

て、その場で調整することになってますから、それは一致しているという形が取られて

るということです。 
今、森山さんがおっしゃった観点で言われるならば、ただ、他の法律では、いわゆる

司法警察権を持った取締機関ではないので、単なる行政警察権を持った取締機関でしか
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ないので、そういった意味では、労働基準監督機関がそういう規制に関する法律を所管

してるというのは、大変大きな意義は、独自の意義はあるとは思います。以上です。 
三柴：まさに、前に紹介させていただいた JCO の東海村の事故においても、結局、安衛法

上は安全管理者にやるべき仕事をさせていなかったっていう処断になったわけだけれど

も、じゃあ何をやるべきだったかっていうと、原子力規制法上の許可条件をちゃんと守

らせなかったっていうことなんで、筋は。結局、だから労働基準監督が動ける条件で、

他法が労災防止に寄与するのであれば、そのコンプライアンスを図らせる。で、そこに

労働監督資源を使えるっていう言い方もできるわけです。 
実際、どうなんですか。監督の実務として、他法のことまで意識するもんですか。 

森山：あまり、正直、知識がないというのが、私自身について言えば、割と知識がないと

いうのが実情で。 
三柴：無理ないですよね。 
森山：エレベーターは建築基準法と整合していたり、両方で取り締まったりというのがあ

りますけど。近藤さん、いますか。近藤さん。 
近藤：はい。 
森山：近藤さんはいかがですか。 
近藤：そうですね。ちょっと私も他の法律の中身までは、さすがに知らないし、知ってて

も、あくまで個人的に知っているっていうレベルなので、あんまり無責任なことも言え

ないなっていうところがあるので、どこが所管してるのかなっていうことぐらいは意識

するかもしれないですけれども。 
それこそエレベーターとかであれば、自治体に言えばすぐ直るみたいな話を、昔の上

司は言っていたような気がしますし、自動車運転手だったら、もう陸運に通報すれば、

許認可権限持ってるところは強いなっていう意識はあるのですけれども、やっぱその程

度の意識しかないかなとは思います。というのが、これも私の個人的な実情、他の人は

分かんないんですけれども、そういう感じです。 
森山：ありがとうございます。 
三柴：歴史をたどると、そもそも工場法で安全衛生規制をやる直前は、機械安全中心に、

自治体であったりとか、警察が管轄する法規として運用されてたわけです。それが、工

場法ができることで、一応、労使関係の下で安全衛生を包括的に確保していきましょう

っていう形になって、それが 72年の安衛法で、より整備が進んだと。で、内容も充実化

したっていう経緯だと思うんですけれども。 
藤森先生が講義資料でよく示されているように、安衛法の規制の対象っていうのは非

常に多様で、労基法に一つの淵源（えんげん）があるということで、労使関係の体系に

無理やり収めるとしても、場であったり、それから作業、行動であったり、人であった

りということで、労災を防ごうと思うと、いろんなものに着眼して、危険源と捉えてい

かないといけないということですよね。 
そうすると、例えば、最近の化学物質対策でも、リスクをベースとしたアプローチを

すると。単に、全部危ない物として敵視するんじゃなくて、どうやって化学物質と折り

合っていくかっていう発想を採るとなると、結局、環境省所管の PRTR であったりとか、

ああいうものとなるべく整合させていくと。向こうのほうがリスクベースにどんどん動

いていってるので、ちょっと遅ればせながら厚労省のほうもそちらに合わせていって、

なるべくその書式も同じ物を使い回せるようにと。事業者にあれこれ役所巡って書類出

すみたいなことは手掛けないようにしようっていう方向に進んでいってるので。 
統合を、少し役所のほうでも横つながりで考えてくれよっていう趣旨がここに含まれ

てるんだったら、それはそうだなと思うんです。ただ、実際、前にも話して頂いた半田

さんがそれをやろうとした、つまり化学物質管理を一元的に行える枠組みをつくる構想

が半田さんにはあって、それをやろうとしたら、もうほんと、縦割り構造の縄張り意識

でえらい目に遭ったっていうことは聞いてますので。 
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森山：先ほど、三柴先生が整理されたとおりですが、戦前はボイラー規制っていうのは、

完全に警察命令で単独で決まっていて、特に労使関係には関係なく、そういう製造流通

許可っていうのがなっていたと思うんですけど、安衛法第 1 条の関係で、その目的に沿

わないものは、場合によっては適用がないんじゃないかっていう感じがちょっとありま

して。 
というのは、例えば、安衛法の 61条の 2項に、（何人にも適用される）無資格運転の

禁止規定がありますけど、それは産業労働の場以外の場には適用しないという通達があ

るんですが、それは、多分、第 1条の目的から来てると思うんですけども。それは 61条

の 2 項の、その規定の文理上は特にそういう限定はないんですが、恐らく 1 条の関係で、

そういうふうに限定されてると。 
したがって、ボイラーとかクレーン自体も、産業労働以外のところには、もしかした

ら適用されないのかという問題が多分出てくると思うんです。工場法ってのは場の法律

だったんで、工場自体には全部適用されたわけですけど、戦後、労使関係を軸にという

か、労使関係だけでやるというふうに、ちょっと限定されてしまって。 
安衛法になっても、それを軸にやってきていたので、そのために一人親方というのが

いないもんだとされてしまって。特に、一人親方が負傷しても公衆災害にもならないし、

でも労働災害でもないみたいな形で、隙間に入ってしまったのかなっていう感じがちょ

っとあるんですけど。 
それによって、何か労働法でやってしまうことによって、隙間に落ちてしまうような

事案っていうのが、結構ちらほら、われわれの業務でもあるもんですから、労働法でや

るにしても、例えばボイラーなり、そういう一人親方なり、産業災害ということであれ

ば、もう逆に腹をくくって、全部やるんだっていうことで安衛法で決めてしまえないか

なってのが私の考えとしてちょっとあって。この危険源は安衛法でやるっていう、それ

は労働災害に密接に関わるという点では、そういうふうに（一定の危険源を）選ぶんで

すけど、適用に関しては全面適用するというような形でもいいのかなという、ちょっと

あまりにも、私見ですけども。 
三柴：森山さんは関心を持たれてると思うし、実はイギリスで当時は書記官をしてらして、

向こうで親しくなった行政官も、イギリスにいる間にすごい関心持ったっていうのが、

自治体との連携なんです。 
森山さん、近藤さんも関心お持ちだと思うんですけど、内田さんもかな。要は、イギ

リスだとHSEって安全衛生の、国の専門機関がありますけども、ここでの検査官ってい

うのは、要するに専門性が高いんだけれども縦掘りなんです。自治体の人たちのほうの

仕事の仕方は、横に広いと。だから専門性がそんな高くないので、博士号持ってるみた

いな人はほぼいないんだけども、しかし労使関係にとらわれずに、危ないものはみんな

危ないって言えるみたいな、そういう便利さがあるらしいんです。それは日本ではどう

なんですか。 
森山：安衛法に決まってないような製造規制なんかは、やっぱりこちらからは特に権限が

ないという形になるんじゃないでしょうか。例えば、一般的な機械が欠陥がある場合は、

ある程度は 43条の 2とかで、回収命令っていうのがありますけど、それにそぐわないよ

うな物も、1 品物ですとか、そういった物は製造者の責任はちょっと問えないというか、

そちらに指導はしてない。本来はすべきかもしれませんけども、してないんです。 
リスクアセスメント指針も、ちょっと日本化されてるというか、労働法化されている

というんでしょうか、機械包括安全指針っていうのがありますけど、あれも事業主さん

にも製造者と同様の責任を負わせてるという、それ自体は、この社会にあったやり方な

のかもしれないと思うんですけども、やっぱり製造者への取り締まりという面ではちょ

っと弱いですし、（指針の法形式も）通達に過ぎませんので。 
そういう形で、例えば機械というものが労働法化され過ぎると、実質的に改正が難し

いというか、是正が難しかったり、用語が難しかったりというのが、実際にはあるのか
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なという形があります。 
三柴：ごめんなさい。安全衛生法の面白さであり、難しさの一つは、要するに厚労省でい

うと、旧労働系っていうのは労使関係注目で、労使間の利害の調整を図ろうとすると。

他方で、厚生系っていうのは、お医者さんが偉くて、要は科学的に予防や治療を考える

っていうことばっかり考えてると。 
同じ労働系の中でも、安全衛生っていうのは技術系と事務系がいて、技術系のほうは

理系なんで医者に近い発想で、要するに労災防げればいい、リスクを防止できればいい

って発想ですよね。で、事務系は、労使間の利害をどう調整するかっていうことに、や

っぱりこだわりがあるっていうことだと思うんですけど。要するに文理総合って言えば

聞こえはいいんだけども、そこの調整が要ると。 
例えば、テレワークなんですが、このテーマでも、安衛法も事務所則も自宅までは適

用ないんです。だけど、フリーランスまで安全衛生を考えるってことになると、何か口

出さなきゃいけないわけです、安全衛生政策は。 
それで、結局、今、検討会で事務局のほうが考えてることっていうのは「結局、チェ

ックリストみたいなの作って、自己点検をしてもらうっていうこと以上には言いようが

ないよね」っていう。そこまで規制を広げちゃうと、労使関係の発想からいくと「使用

者が家の中まで口出すのか」と。「そこ、プライベートな空間でしょ」ってことになっ

てきちゃうわけです。 
だから、そこでの法の縄張り感覚っていうか、体系性という名の下でのある種の縄張

り。良く言えば、縄張りと体系を決めることで、法の運用がうまくスムーズにいくよう

にするっていうこととの関係で、なかなか難しいなって思ってたんですけど、鎌田先生、

そこ、どの辺あたりまで規制伸ばすべきだとお考えですか。鎌田先生は、政策、法解釈

ともに、日本をリードされてると思いますので、ぜひご意見をうかがいたいと思います。 
鎌田：どうもありがとうございます。すごく難しい問題で、今、どこからお話ししたらい

いのかって、ちょっと考えてたんですけど、今、テレワークとかフリーランスの話が出

てきたので、ちょっと政策立案レベルでの話をしていきたいなというふうに。というの

は、私自身が、これは三柴さんもよくご存じのように、雇用類似ということで、数年前

からフリーランスの保護を図るということで、立法化を目指して厚労省の中で研究会で

議論していたという経緯がありますので、安全衛生だけに限らない話だったんですけど

も、少しその辺の話もしようかなと思ったんですけど。 
実は、このフリーランスの問題というのは、皆さんもご存じかと思いますが、公正取

引委員会と、それから経済産業省と厚生労働省がばらばらに、それぞれの所管だという

ふうに思っているところを、研究会を開いて、それぞれルールを作りましょうという話

になっていたんです。 
それで、その中で、ところが内閣官房が途中でこれじゃまずいということになって、

内閣官房で、中心となってリーダーを取りながら法案作成、具体的にはガイドラインを

作って、今現在、フリーランス新法を作って国会に提出しようというふうになっている

んですけども、その中で考えるというか、困ったなというか、困ってもいないんですけ

ど、結局はフリーランスの取引と、それから就業環境整備、安全衛生もそうなんですけ

ど、誰がルールを決めて、そして、どうやってその実効性確保するのかという問題が、

特に行政としては非常に気になるところだったんです。 
それで、それがなかなかうまくいかないと。で、今度のフリーランス新法でも、ハラ

スメントとか、あと出産、育児の配慮も、これは厚生労働省がやりますと。あと、解約

も厚生労働省がやります。取引については公正取引委員会がやりますということで、し

かも、今度のフリーランス新法、まだ提案、具体的な、国会には出てませんけども、違

反があった場合には、行政指導をしていくということで、具体的にどこがやるかという

と、それぞれ、今現在の管轄で分けたんです。ということなんです。 
ここまでは経過の話なんですけど、今、皆さんがおっしゃってるように、あと三柴さ
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んがおっしゃってるように「安全衛生っていうのは労使関係に限定されないよね」って

言った瞬間に何が起きるかというと、恐らく、経産省が「じゃあ、経済産業的な視点で

この安全衛生の問題も考えられるよね」「環境庁も必要だよね」というようなことにな

って、また、恐らく、またというか「厚労省だけではできないよね」って話になると思

うんです。 
森山：ありがとうございます。難しいですね。これ、例えば ILO の機械防護条約ですとか、

ああいう形で、あれは今、改正が議論されてますけど、例えば ILO 条約でうまく決まれ

ば、もしかしたら全て安衛法で規制するっていう形に、もしかしたら、それの国内実施

法として、安衛法であるっていうふうになるのかもしれないですけど。 
確かに、ちょっと最近、ILO で安全衛生政策っていうこと自体が、あんまり機動的に

生きてないのかなという気もちょっとしてて。 
 
三柴：イギリスは、確かに、ビジネス・イノベーション省とかつくって、ある程度政策包

括考えたと思うんですけど、他の、例えばドイツの動きなんかも踏まえて、日本のこと

考え直すと、労使関係に着眼して為政をやってきた、為政ってのは政治を為にするって

いう為政ですけど、為政をやってきた厚労省の枠組みってのは、私は活用できると思っ

ているんです。 
ただし、モデルチェンジが必要だと思っていて、それは、「ほんとにかわいそうな人

って何なのか」っていうことを考え直すことだと思うんです。それを労働者性って概念

的には言ってきたんだけども、今一形式に走り過ぎて、ほんとにかわいそうな人を考え

てきてない感じがするんです。 
ドイツなんかだったら、労働 4.0 っていう報告書出して、それで、要は今までの労働

組合がもう少し社会的な存在になって、単に労働者の味方をするんじゃなくて、社会的

にかわいそうな人たちの味方になって社会的な意義を発揮するっていう方向性を出して

ると思うんです。 
その延長で言うと、例えば化学物質管理でも、経産省も化学物質管理やってるんだけ

れども、経産省の中で、その担当って、はっきり言ってエリートではないと思うんです。

だけど、厚労省にとって、化学物質管理ってのは重要な政策なんです。 
だから、広い意味で立場の弱い人を救うっていう社会的役割っていうのを見直すんだ

ったら、厚労省がつくってきた脈絡っていうのは、多分役に立つんじゃないかって思う

んです。 
ただ、その時、あまり弱い人をレッテル貼りでいってしまうと、社会的に支持を受け

ないってことに多分なってしまう。そういう時代に、今、入ってきてると思うんで。機

械の規制でも何でもそうなんですけど、そこは大事かなと。 
あと、経産省は、確かに出すペーパーって人目引くし、新しいこと満載で刺激的なん

ですけど、ちょっと薄っぺらいっていうか、流行を追いすぎてる感じがするんです。経

産省の人の作るペーパーって。頭いいなと思うんだけど、そこはもう少し腰を落ち着け

て、厚労省のほうで、議会でいうと、衆議院に対する参議院的役割を果たしてほしいな

っていうふうには思ってるんです。 
われわれも、だから、そういうののお手伝いできるとこはしなきゃと思ってるんです

けど。 
鎌田：だから、三柴さん、今、言ってくれたように、ドイツとイギリスってのは、それで

もフリーランスの問題っていうのは、一種の就業条件についての問題だって押さえで、

〓保護法〓だって考えてるわけね。 
三柴：そうですね。 
鎌田：それは、要するにドイツもイギリスもエンプロイーだけじゃなくて、ワーカーも保

護するし、労働者類似のもの保護するっていう、そもそもがそういうシステムで成り立

ってたんです。で、そういうシステムがない国は、例えばフランスなんかは立法で保護
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するっていうことになってるわけだね。 
だから、私なんか目指したのは、雇用類似の検討会でも、やはりドイツとかフランス、

あるいは EU のように、確かに狭い意味での労働者じゃないんだけど、まさに働く者の

就業環境保護、これをやっぱり考えるべきであると。そうした場合には厚労省的な視点

っていうか、労働法の体系ってのは参考になるんじゃないかと、こういう視点でやって

みたらどうかというふうに思ってやってきたわけです。 
三柴：先生、そこ、前、リチャードの話を聞いてて、ついぞ思ったんですけど、結局、労

働法が味方をしてきたはずの、ある意味商売ネタにしてきたはずの労働組合が、僕はや

っぱり開発精神なさ過ぎると思うんです。 
やっぱり甘えちゃってて、上から降りてくる汁を欲しがるところばっかり論理付けし

てきてるって感じがあるので、そこは、僕は既に NPO って、いろいろ面白いことやっ

て、だいぶ発展してきてる。どうしようもない NPO も多いけど、どうしようもある

NPO も結構あるので、地域の若者支援してるとか、いろんな独自の活動してるところと

労働組合が組んで、ネット、オンラインも使って、新しい社会的なレイヤーを作ってく

っていう方向にいかないといかんのじゃないかなと。 
だから、とにかく開発精神がないと、多分、社会的には生き残らないので、そこは連

帯しなきゃというのは思ってるんです。 
鎌田：もちろんそう。 
 
森山：ありがとうございます。 
三柴：森山さん、戻します。 
森山：すいません。他の先生にもちょっと聞きたくて、今日、大幢先生、いらっしゃって

ますか。すいません。聞こえておりますでしょうか。 
大幢：はい。 
森山：よろしくお願いします。研究の立場からのご意見を頂戴したくて、あまりにも雑ぱ

くで申し訳ないんですけども、何かご意見があれば伺いたいのですが。 
大幢：研究の立場からして、立場っていうか、あとはいろいろ、われわれ労働災害の調査

やってるって立場からすると、私、建設関係なんですけど、やっぱり同じ災害でも、例

えば、一つ、足場が倒れるにしても、労働者が被災するのか、同じ足場で歩行者が被災

するかによって扱いが違うっていうところが、少し困ってるっていうかですね、同じ足

場なんですけど、強度を、足場の強さを決めるっていうのが、大体、厚労省のほうの基

準で決まってるんですが、ただ、それがどっちに倒れるかによって異なってくるってい

うところが悩ましいところではあります。 
森山：ありがとうございます。 
大幢：例えば、建築基準法なんかにも少しあるんですけど、やっぱりメインは、足場につ

いては厚生労働省、例えば、朝顔って分かりますか。 
森山：はい。 
大幢：朝顔自体は足場に付ける物なんですけど、飛来落下防止に付ける物なんですけど、

あれは歩行者用の物だと思うんです。国交省の建設工事公衆災害防止対策要綱という、

確か告示か何かだったか、そういうようなものですけど。というところが、いろいろ重

なる部分があるっていうのは非常に悩ましいところではあります。 
森山：ありがとうございます。今、ご指摘ありました朝顔っていうのはこれなんですけど

も、確かに朝顔っていうのは安衛則で何も決まってないので。 
足場というのは、大きい、高さ 10メートル以上の物ですと、建築届があって、労基署

が事前審査するということになっているんですけれども、朝顔が、もし安衛則で決まっ

ていれば、非常にその中での指導もしやすい。現状も、もちろん、朝顔を付けなさいと

いう指導はしてるんですが、あくまでも指導ベースで、特に労働法上の根拠はないもの

ですから、労基署からは強制的に指導はできないと思うんですけども、やはり公衆災害
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防止というためには非常に重要な設備なので、例えば、こういうことも積極的に労働法

のほうでやっていけば非常に効率がいいかなという気が、私もしました。 
大幢：あと、土止めってありますよね。溝掘削の土止めとかも、あれも公衆対策要綱なん

かで書いてあるんですが、それ自体も、ちょっと違いますけど。 
森山：ちょっと小さいですけど。小さいですね。 
大幢：労働者の場合は、今、人がいたんですけど、労働者のための土止めというような概

念なんですが、国交省の場合は、労働者というよりは近隣の建物に影響を及ぼさないと

か、そういう概念で設置するってことになっていて、そこがちょっと微妙なところかな

っていうふうに思っております。 
そうですね。この家のそばとか●。 

森山：こういう形で。 
大幢：そうです。あるいは埋設管を傷つけないとか、そういうような概念だと思います。 
森山：ありがとうございます。すいません。柳川先生、いらっしゃいますでしょうか。 
柳川：おりますけれども。 
森山：ぜひともご意見を頂戴したいんですけども。 
柳川：正直申し上げまして、一般論になってしまいますけれども、このご提案をされた方

ってのは、そのほうが効率がいいじゃないかという観点だったんだろうと思うんです。 
要は、機械は機械、化学物質は化学物質で、1 つでまとまって 1 つのグループで管理

する、1 つの法律で管理するほうが効率的ではないかというご意見だと思うんですけれ

ども、非常に抽象的な言い方になってしまうんですが、あまりに効率化するって、結構

危険な部分もあるんです。1 つのグループが 1 つの方向に向かってわっと動き出してし

まうと止められないんです。そこは、●は別なグループがいて、そこで、労働安全であ

れば安全の専門家がいて、それに対してコミットしていく。 
逆に、最近、経産省さん、化学物質なんかだと、かえって厚生労働省のほうがあまり

うるさいこと言わなくて、経産省のほうがうるさいっていうような泣き言をよく事業者

から聞きますけれど、そういった、やはり専門家的な人たちが他にて、足を引っ張るっ

て言ったらあれですけど、いろんな意見を出してくるっていうのも一つの在り方かなと

いう気はします。ちょっと抽象的で申し訳ないんですけれども。 
森山：ありがとうございます。確かにおっしゃるとおりで、国交省、私も経産省っていう

のはちょっと難しいんですけど、国交省が、例えば公衆災害防止であれば、厚労省は職

場の安全というところで。確かに、職場の安全ってのは外から見えないので、労働行政

が、仮に撤退した場合、多分、社外には出てこない話になってしまうというか、労働災

害自体が密室の話になるのかなというのは、非常に、これはもう危機感としてあるんで

すけども。そういった、いろんな立場からやるっていうのは非常に重要なのかなと、私

は確かに思います。 
すいません。他の先生方にもご意見をお聞きしたいんですけど。 

原：よろしいでしょうか。 
森山：はい。 
原：原でございます。もう 1 回、提案の文章を共有画面に映していただいてよろしいでし

ょうか。 
森山：すいません。 
原：この技官の方がこの提案を、どのような動機というか、思惑でなさったかというとこ

ろです。分野が非常に広範囲故に、どの局面でどのような弊害が出てるのか。例えば、

非常に広範囲過ぎて、後進の監督官を育成するのが非常に手間が掛かるとか、あるいは

現場の監督官が非常に手間取るとか、あるいは逆に、他法と重複するものがある。何か

安衛則のある規定が適用できるか適用できないか、ぎりぎりまで迷っていた。だけど別

な系統の、あるいは別な管轄の法律を適用すれば、すんなり解決できたのになというよ

うなものなのか。どのような動機、あるいはどのような局面でどのような弊害をご覧に
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なりながら、この方、提案なされたのかなというとこです、あと問題は。 
森山：ありがとうございます。この技官の方は、ちょっと意図は分からないんですけど、

消極的に考えるなら、わざわざいろんなところと重複する必要ないんじゃないかってい

う。なので、厚労省が撤退するか、あるいは他のところ、すいません、労働法だけでや

っていくかっていうようなところもあるかもしれないですし、もしかしたら業者に、わ

れわれにとっては事業者にとって非常に非効率なところがあるっていう考えなのかもし

れないですが、ちょっとその辺は、どういう意図で……、そういう方も確かにいます。

周りにそういった考えを持つ職員の方、いますけど、この方がどういう意図だったかと

いうのは分からないんですが。 
私のほうでこれを取り上げた理由は、その提案文から少し離れてもいいので、労働法

で規制をしていく意味というのをちょっと考えられたらなというのが趣旨ではありまし

た。 
原：分かりました。ちょっと私もいろいろ変なとこ飛んで、すいませんでした。 
森山：いやいや、とんでもない。他の先生方にもお聞きしたかったんですけども、時間も

ありますので、次のほうに行きたいと思います。 
森山：これもちょっと大きなテーマなんですけども「現場責任者への権限・余裕の付与」

ということで、提案文は「安全衛生に対する責任者について、事業場で責任者として指

名された者に実質的な権限がない場合や実効性がない場合が多い」と。「その背景には、

指名された責任者自身は、本来業務、例えば生産の管理で手がいっぱいで、所定時間内

にその法的責任を行使できるだけの余裕が与えられていないんじゃないか。当該責任者

が行う安全管理を把握および評価する事業場が少ないからであるが、労働安全衛生法に

おいて、この点について規制させる仕組みも必要であると思われる」という話でした。 
ちょっと補足しますと、安衛法の主たる名宛人である事業者は、法人の場合は法人そ

のもの、個人事業の場合は事業経営主というふうに解釈するんですけども、安衛法第

122 条によって、法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用者その他の従業者

が行為者として処罰されることになっております。 
従って、労働者も実行行為者になるというより、大きめの企業ですと、大体、実行行

為者ってのは労働者でもあるんですけども、一定の権限と責任が与えられている方が、

実行行為者として、われわれ特定して、被疑者とするということなんですけども。 
ただ、責任と権限が与えられていたとしても、それほどの報酬がない方が処罰対象に

なったり、それほどの時間的余裕もない方が、そういった実行行為者になる場合も、実

際上あるということで、その問題について提案があったのですが、この辺りは、先生方、

どなたかご発言いただきたいのですが、いかがでしょうか。 
柳川：ちょっと一つ、口火切っちゃって申し訳ないんですけれど、今度の新しい化学物質

管理の関係で、化学物質管理者と保護具着用管理責任者が権限付与されるんです。で、

化学物質管理者と保護具着用責任者、責任って言葉が付くんですかね。あちらのほうは、

要は企業規模の限定がないもんですから、常時雇用する労働者が 1 人であっても選任し

なきゃいけないんです。 
安全衛生推進者の場合、責任を付与されないんです、逆に。要するに、安全管理者、

衛生管理者っていうのは、責任付与されますけれども、（安全衛生）推進者は権限を付

与されないので、逆に責任もあまり問われないだろうというふうに思うんですけれど、

ちょっと、これ、かなりむちゃな条文だなという気が、私はしてます。今、森山さんが

おっしゃったことと全く同じ理由で。すいません。余計なこと申しました。 
森山：ですから、つまり安全衛生推進者っていうのは、条文見ますと、担当するっていう

ような条文になってますんで、ただ単に業務を担当してるっていう、そういうことでし

ょうか。 
柳川：そうですよね。 
森山：責任がないけど。 
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柳川：だから権限は付与されませんよね。権限を付与しろという条文がないですから。 
森山：ないですね。 
柳川：化学物質管理者と保護具着用責任者ですよね。まさに管理者、責任者。これはかな

りむちゃな条文だなという気がしてます。化学物質管理者というのは、非化学の、工業

的業種であっても 2,900 もの化学物質（のいずれか）を製造し、取り扱ってれば選任し

なければいけなくなるわけで、だから全くのど素人が就く可能性もあるわけなんです。 
わずか 12時間の研修さえ受けなくてもいいケースがあるわけですから。要するに、製

造してなければ研修受ける必要もないので、そうすると、ちょっと非現実的な条文とい

う気が、正直、私はしてます。以上です。 
森山：確かに、そういう例もあるのかな。特に、墜落防止だと、まだ危険だって分かるん

ですけど、化学物質とか酸素欠乏危険場所とかは、ある程度知識がないと危険性が分か

らないという点がありますので、そういう、余裕もですけど、知識面でもちょっと不安

があるんだけど、責任だけを負わされるということですと、ちょっと問題なんじゃない

かということですか。 
他に、先生方、いかがでしょうか。 

三柴：森山さんの話につなげれば、実は両罰規定をもっと周知徹底するだけでも一定のイ

ンパクトあるような気がするんですけど。手始めはそこじゃないかと思うんです。だか

ら、つまり柳川さんが言うように、安全管理者とか衛生管理者については権限与えなさ

いっていう規定があるんだけれども、その他についてはないわけです。 
ないんだけど、両罰規定があるんだから、どうせ仕事託した人がへま打ったら、事業者も

みっともないことにはなるわけなんで、構造的に。 
森山：それは業務主罰のことをおっしゃってるのでしょうか。 
三柴：そうです。だから、そこがあんまり知られてないんじゃないのかな。 
森山：そうなんでしょうか。 
三柴：実際、監督経験から、皮膚感覚的にどうですか。事業者とかって、両罰規定知って

ます？ 
森山：送検して公表する時は、何々会社と責任者を送検するっていう形で公表してますん

で、そこまで知られてないわけじゃないのかなという認識だったんですけど、私もどっ

ぷりこの世界に浸かっていますんで、ちょっと、一般的にはいかがでしょう。 
三柴：実際、事が起こったら「あ、そういうのあるんだ」みたいな感じでも、日頃の行動

を規制するような意識っていうのは、両罰規定についてはあんまり持たれてない気がす

るんです。 
だから、実際、仕事上は生産効率の追求にどうしても忙しくなるので、安全みたいな

面倒いことは、ちょっと外れた人に任してるから、そいつに聞いてくれっていうんで終

わりになってるっていうケースはよく聞くんです。 
森山：ありますね。両罰規定の問題は、安衛法の趣旨としては事業者そのものに責任を負

わせたっていう体（てい）があるわけなんですけども、実際には、取りあえず組織の中

で責任者にされた人、もちろん権限がある程度付与されてないと行為者にはなり得ない

んですけども。 
両罰規定により多少下に責任が下がってきている。保護具着用責任者というのも、現

場の班長とかになってしまうと、多分そういうことだと思うんですけど、現場の班長が

なってしまって、罰則が仮にあるとした場合なんですけど、（実行行為者が）非常に下

のほうまで行ってしまうなと。 
他方で、リスクマネジメントとか、リスクアセスメントの義務がない場合があるので。

化学物質はリスクアセスメント義務ありますけど、リスクアセスメント義務ってのは、

非常に、ほぼトップまで責任が行くと思うんですけど、それ自体が罰則がないとなると、

もし保護具着用責任者だけ罰則（を受ける）っていうふうになると、やっぱり責任が下

のほうに行くのかなという形がちょっとありますけども。 
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三柴：化学物質については「そもそも人がいないのに箱だけ作って何よ」って話が大きい

わけですけど、安全衛生法のコンプライアンス全般について言えば、今回、体系書作り

っていうことで調べ直してみて、つくづく分かったんですけど、事業者って概念は、現

行安衛法作る時に事業者っていう概念を作ったのは、結局、組織人が何を守ろうとして

るか、業を行う上で何を守ろうとしてるか、その守ろうとしてるご本尊様をみっともな

いことにするっていう趣旨で作られてると思うんです。 
だから、たとえ従業員は切ったとしても、最後に残すものが事業者っていう概念で、

それを、個人事業主だったら個人事業主、法人組織だったら法人っていうふうにしてい

るわけだから、本来は手足がへますると、ご本尊様が傷つくよっていうことなんだけど

も、安衛法の教科書とか体系書みても、それがはっきり分かるように書いてないですよ

ね。エレガントに書き過ぎてて分かんないすよ。 
だから、もっと「あなた方が一番大事にしてるものがみっともないことになるんです

よ。日本人ってのは評判気にするでしょ。人目気にするでしょ」と。「その一番気にし

てるものが傷つくんですよ、ブランドが」っていうふうに教えてあげないと、多分いけ

ないんじゃないかなと思います。 
森山：ありがとうございます。 
三柴：そこがはっきり伝わってないから、おかしな議論になるっていうのは、要するに下

のほうに責任預けちゃって、そっちに話を振っちゃうっていうのは、例えば、事業者っ

ていう概念は何なんだみたいな議論に発展するんです。 
本省でも、「先生、事業者って、結局どこまでなんですかね」って聞かれたことあっ

て。例えば法人組織の場合は法人全体ってことになるから、確かに法人に所属してる人

みんなって言えなくもないわけです。だけど、本来は法人っていう、みんなが守ろうと

しているブランドを代表するという意味で代表取締役なりが登場するということであっ

て、下っ端のほうに安全衛生管理を任せたとしても、それは履行補助あるいは代行者っ

ていうことでしかないわけです。 
要するに、ご本尊様が、法人の名前が傷つくんだっていうところが、今一理解されて

ない感じがしてます。くどくなりますけど。 
森山：分かりました。ありがとうございます。じゃ、ちょっと他の先生方にも伺いたいん

ですけど、玉泉先生、よろしいでしょうか。 
玉泉：玉泉です。趣旨がもう一つよく分からんのですけども、これの。 
森山：すいません。結局、現場責任者、安衛法の（事業者に課せられた）措置義務の責任

を負う現場責任者が、実際、その責任を果たすための権限ですとか余裕が与えられてな

いんじゃないかという話なんですが、そういった事例ってのは、実際に、玉泉先生…… 
玉泉：結局、事故とか何かあったら、送検する被疑者としては、その人たちの直近上位が

被疑者としてやっていますので、その人たちが実際に安全衛生法上の安全配慮義務とい

いますか、法的責任があるかないかはあまり問わずに、結局、故意犯なもんですから、

現場を知っておって、指揮命令した人を実行行為者としてせざるを得ないと。 
そこに権限が、本当にそこまでの防止義務としての防止措置ができる権限があるかど

うかは別にして、誰かを被疑者に立てんとあかんとなったら、そこの現場を知ってる人

しか立てようがないと。それが現状なんです。 
そうすると、現場におる謀臣というのか、職長さんとか係長とか、その辺までであっ

て、課長は見てないとか、もっと上は全く知らないというのが現状ですから、これは提

案文そのままだと思います。結局は、直近上位の、あまり権限も委ねられてない、それ

ほど賃金も高くない一労働者が、職長クラスが被疑者になってしまってると。 
三柴さん言われるように、法人の処罰と言われるんですけど、法人は罰金払ったところで、

別に痛くもかゆくもないと思うんです。われわれとしては、むしろ、どんどん人の、労

働基準法でいう使用者、上へ上へ行って、社長まで行きたいですよ。個人責任取りたい

わけです。現場の監督官としては。 



12 
 

森山：そうですね。 
玉泉：森山さんもそうだと思うんです。 
森山：ええ、そうです。 
玉泉：122 条で両罰規定をやりますけれども、これはほとんど社長に、ちょろっと取って、

社長、調書を取って、両罰規定でほぼイコールで送りますよね。かといって、法人処罰

がどれだけの意味があるかと考えると、現場では、社長、専務とかいうたら、会社が罰

金 50万払ったらええだけやということですから、それでは安全衛生伸びないと思うんで

す。 
社長ないしトップが、自分が前科一犯になるというような形でないと、昔から議論さ

れてる過失犯で行くとか、そういうふうに行かないと、真剣さが出てこないんじゃない

かなというふうには、私は思っていますけど。 
森山：ありがとうございます。正直、現場で言われるのは、安衛法の義務主体が使用者か

ら事業者になっても、別に刑事責任上はほとんど変わってないということですよね。 
玉泉：そうでしょうね。 
森山：そうですね。 
玉泉：全監督官、そう思ってるんじゃないですかね。労働基準法の使用者と同じ感覚で見

てますから、事業者に換わろうが関係ないと思います。 
森山：そうですね。（労基法から安衛法に変わったことにより）あくまで法律本文という

か、各本条の、行政取締法としては、名宛人が（使用者から事業者に）変わってますけ

ど、実際には刑事罰の適用としては、別に変化はほとんどないのかなっていうのはいわ

れてます。 
三柴：分かりました。それ、現場感覚として非常に重要な情報だと思うんですが、結局、

イギリスの安衛法だったら、オフィサーも個人として処罰の対象にするってやってるわ

けで、これ、要するに企業等で言うと幹部です。幹部個人を処罰するっていう規定があ

ると。日本はないですよね。 
だけど、民事裁判では、既に会社法 429 条で、代表取締役個人とか、統制権限を持っ

てる役員などの処罰っていう運用がされているので、それを、要するに安衛法の公法的

な規制に加えてしまうっていうことですよね。それは、ぜひ書いといていただいて。私

も「こういう意見があるから」っていうことで、強く言うようにします。 
森山：いわゆる転嫁罰規定みたいなことですね。 
三柴：そうですね。玉泉先生言われた、法人がちょっと罰金払ったぐらいじゃ痛くもかゆ

くもないっていうのが、すごいびびっと来たんです。「なるほど、監督実務では、そう

いう感じもあるんだな」っていう。 
森山：他の先生方、いかがでしょうか。鎌田先生、この辺りはいかがお考えか、お聞きし

たいんですが。 
鎌田：これは確かにご指摘のとおりだと思いますので、法人っていうか、代表者の責任と

いうので、ごめんなさい、ちょっとどういうふうにすればいいのか、もう少し考えさせ

てください。どうもすいません。ありがとうございます。 
森山：じゃ、お願いします。藤森先生…。 
柳川：1 点だけいいですか。 
森山：はい。 
柳川：代取の話が出てますけど、代取よりは工場長だと思います。日立だとかトヨタ自動

車みたいなところで、どっかの工場でどなたかが亡くなったからといって、社長を送る

っていうのはちょっと違和感あるんで、工場長かなという気がします。それだけです。

すいません。 
森山：ありがとうございます。 
三柴：だから、HASAWA のオフィサーっていうのはいい概念なんです。工場長とか、要

するに実権者を狙い撃ちするっていう規定だから。 
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森山：すいません。藤森先生、聞こえておりますでしょうか。 
藤森：聞こえますか。 
森山：ありがとうございます。藤森先生、ぜひ。 
藤森：聞こえます？ 
森山：はい。意見、お願いします。 
藤森：私ですか。藤森ですけど。 
森山：はい。すいません。 
藤森：今、いろいろお聞きしてて、●自分もそうなんですけど、基本的には今の玉泉さん

が言ったように、刑罰法規、故意犯ってことで、認識があるかないか。それだったらそ

れでおしまいになってしまうんで、その出発点なんで、そうなってくると、ある災害に

ついて、事実について認識を持つのはどのレベルかという実態になってくると、やはり

現場では職長さんクラスなんです。 
それでは話が進まないんで、そのとおりなんですけど、さっき、三柴先生も言われた

ように、一つは一般の人たちの認識の問題があると思います。認識ってのは、安衛法に

対する私も現場の教育センターにおって、事業者、それから両罰規定、それとあるいは

職長、特に職長です。あるいは職長教育。そういうことについて、やっぱ認識が、非常

に、一般的に薄いんじゃないかと思います。現場の他の先生方、どうお感じになるか。 
先ほど、ちょっとお聞きしたら、いわゆる一般の職長ですけども、大体、両罰規定の

時は、まず自然人を見る場合は、一般に一番、現場の要ってのは職長さんですから、職

長さんが、まず自然人を、行為者として処罰の対象になると。 
で、122 条で両罰規定ということなんですけども、まずは、一般に事業者というのを

聞いてみますと「社長さんですか」とか、法人なら法人そのものという概念がよく分か

ってなかったり、あるいは今言ったように、職長というのが、一般的によく正鵠（せい

こく）を得たご質問だと思うんですけども、職長教育が大切だということも、職長の職

務って、法律上どこに書いてあるんですかというと、ないんです。 
（職長教育における）職長への教育事項というのは、作業手順を定めるとか、整理整

頓だとか、現場の要ですから、そういうことがあるんですけども。じゃあ、他の、例え

ば安全管理者、衛生管理者、立ち位置はちょっと違いますけども、それは、いわゆる職

務というのは規定があるわけなんですけども「なぜ職長さんが、実際として処罰の対象

になってくるんですか」という質問が結構あるんです。 
まずは、それ、一番根本的な問題であって、職長が現場の要であるし、具体的には、

例えば足場だと（安衛則）519 条。519 条違反かどうかっていうのは、現場に職長さん

いれば、先ほど言った係長でも班長でもグループリーダーでもいいんですけど、結局そ

ういう人たちになってくるわけです。 
それのところを、一体、事業者は、あるいは職長さんとは、なぜ職長教育があるのか

とか、両罰規定というようなことを、やっぱり行政の立場として、法律すぐガラっ（と

改正する）というんじゃなくて、教育の問題、それから周知、情報の提供、あるいは特

に職長さん、現場で非常に苦労されてますから、事業所としての、つまり会社としての

バックアップのシステムとか、サポートは、まず非常に大切になってくるんじゃないか

と思ってます。 
先ほどの蒸し返しちゃいけないんですけど、さっきの第 1 番目の論点も、やっぱ制度

論、制度改正ももちろんなんですけど、現場でどういうふうに積み重ねてアプローチを

してくか、現状がどうなのかというようなことから、この問題については非常にこの方

の真意がどこかっての、いまひとつつかめないところがあるんですけども、直ちに安衛

法において、これについて規制するっていうのは、なかなか、やっぱり厄介なことだし、

一般に行政としては、繰り返しというか、判例も含めたり、いろいろな材料を提供した

り、情報を提供したり、あるいは現場の情報を中央のほうに情報として持ち上げたり、

そういうことが非常に大切じゃないかというふうに思っております。 
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先ほど、安全管理者あるいは安全衛生推進者の話もあったんですけど、それはそれと

して、権限がどうこうってのもあるんですけど、やっぱり現場を見ると職長ですね。ほ

とんどの場合は職長さんなんで、何でその人たちが法的な責任を負わなきゃいけないの

かというようなこと。それから、会社はどうなのということを、やっぱり行政としても

第一線として分かりやすく、丁寧に説明することから、まず出発点じゃないかというふ

うに思っております。以上です。 
森山：ありがとうございます。例えば足場のことですと、正直、職長が足場の組み替えと

か設計に口を出すみたいなところが、費用的なところもあるので、実質的にほんとは権

限があるのかないのかっていうのはちょっと微妙な時もあります。 
藤森：そこで、ちょっとすいません。お言葉を返すようでございますけど、その権限とい

う意味ですよね。安衛法の枠、土俵の中での、いわゆる権限と責任ということと、もっ

と広げた意味の責任と権限。これは本文の説明もそうですけど、その辺のところはきち

っと分けてというか、考えないと。 
確かに、広い意味の権限ってことに、多分なってくると思いますけど。この方が「安

全衛生法において、その点について規制させる仕組みも必要であると思われる」って、

その真意です、ですから。 
森山：そうですね。 
藤森：ええ。以上です。 
森山：ありがとうございます。他に先生方、ご意見はありますでしょうか。 
浅田：すいません。浅田ですけども、よろしいですか。 
森山：はい。 
浅田：諸先生方のご意見を聞いてまして思いましたのは、一つ、いわゆる経営者に自覚さ

せるためには、一つは、先ほどの話にもありましたけど、刑罰の、罰金の額を上げると

いうのが一つ、方策だと思います。 
それ以外に、あと独禁法なんかでは、いわゆる行政罰としての課徴金を掛けてますの

で、それによって高額の課徴金が、もし掛けられる制度が創設できるんならば、それは

企業にとっても、決算上、いわゆる特損、特別損失を計上せざるを得なくなって、株主

に対する説明責任が発生すると思うんです。 
さらには、場合によっては、その特損を発生さしたのが経営者の責任であるならば、

株主代表訴訟を、その経営者自身のポケットマネーから会社に支払うような責任を問う

制度もありますから、経営者自身が、やはり痛い目に遭うんだというような仕組みを作

ったほうがいいかなと。 
それ以上に、より現行制度で現実的なやり方は、労災保険法で費用徴収という制度が

あるんです。死亡災害等発生して、それが企業の責任であるならば、現行だと最大 40％、

労災補償で支払う金額の 40％なんですけど、例えばその比率を上げることによって、今、

言ったような、いわゆる民事的制裁に近い形のものが運用できるのではないのかなと思

った次第です。以上です。 
森山：ありがとうございます。確かに現状の刑罰制度ですと、現場を知ってるのは職長。

でも、最終的に権限があるのは社長なんですけど、社長は現場を知らないんで故意がな

いと。 
仮に、職長に責任を負わせないと、違反無しということになるんですけども、刑罰上

は。ただ、民事責任だとかそういった行政制裁だと、確かにそういう故意とか関係なく、

制裁をすることができますし、場合によっては社長ですとか役員に責任を負わせること

ができるのかなと、おっしゃるとおりだと思います。 
先生方、他にご意見はありますでしょうか。 
三柴：経営者側がそういう制度を作るのに、積み増すのに反論してくるとすると、何て言

うでしょうか。要するに、現にイギリスとかに比べると日本の法は緩い。実権者という

か、経営者個人の責任も問わないし、罰金額も低いし、なんですけども。なぜ、今まで
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そうだったかということと、何か理屈を言ってくるとすると、どういうことが予想され

ますか。ていうか、現場的には、彼らは何て言うんですか。 
柳川：柳川です。労災保険の関係ですと、責任がある時に労災補償の金額の責任をどっと

取られるというのであれば「労災保険に入る人はいなくなりますよ」というふうに言う

でしょうね。もちろん入らなきゃいけないんだけど、●法律的に。1 人、人を雇ったら自

動的に入っちゃうわけですけど、皆さん「支払うという意識が弱くなりますよ」という

ふうには言うでしょうね。 
森山：ありがとうございます。 
三柴：労働法に限らず、そういう面はありますけど、法律は関係ないってことですね、要

するに。 
柳川：建前上は、確かに労災保険っていうのは強制ですし、強制というよりも、人を 1 人

雇えば、自動的に国との契約が成立してしまうものですけど。 
それよりも、個人的に言わせていただければ、実現性は難しいですけれども、懲罰的

損害賠償です、アメリカなんかが採用している。それを民法に導入すると同時に、労災

に関する限り、今のところ、民法の 415 条で行く場合については、安全配慮義務の内容

を特定し、かつその不履行があったことを証明する必要があるんですけれども、その挙

証責任を、どちらかというと労働者寄り、労働者側から経営者のほうに移していただく

ような仕組みができないかなということは考えますけど。 
三柴：それは、私も似たようなことは 28年度報告書でも書いたんですけども、自分で書い

ていながら難しいなと思ってました。というのは、化学物質がいい例ですけども、現に

ハザードが科学的に解明されてないのに、経営者側、要するに立場、誰であれ、危なく

ないことを証明するってのは、悪魔の証明になるわけで、難しいだろうなってのと、あ

と、懲罰的損害賠償は、辛うじて労基法の 114 条にあるぐらいで、実際、その立法措置

取ろうと思ったら、ものすごい大変なことに、多分なって、それだったら、多分まだ、

浅田先生言われた行政罰のほうが可能性があるかなという感じですけど。 
それについても直感的に思ってたのは、要するに法人がお金を払うぐらい、罰金を食

うぐらいでは大して効果がないんですっていう、玉泉先生のお話と組み合わせると、行

政罰程度をお金で科したからっていって、是勧以上の効果を持つかっていうと、ちょっ

と考えちゃうんです。 
柳川：柳川です。極端なことを言えば、安衛法違反を犯して有罪判決を受けた場合につい

ては、その後、何年間は取締役に就任することはでいないみたいな条文でも作ってしま

えばすごいでしょうね。ただ、現実問題としては不可能に近いと思いますけど。 
三柴：イギリスは、まさに解任命令が出せるっていう制度があるから、それを引用して、

日本でも、似たような制度を作れないかってことは、厚労科研報告書に書いたんですけ

ど、口頭で安衛部の方と話してても「理想的にはそうだろうけどね」っていう感じです。 
柳川：もちろん不可能に近いってことは私も認識してます。 
三柴：おっしゃるとおりと思うんですけど。短期的課題、中長期的課題っていうのを段階

を追って考えるとして、中長期的課題だったら、オフィサー個人への責任っていうのは、

私は定める意義あるなと思うんで、時間がかかっても、これは言い続けようかなと思っ

てるんですけど、さっきの玉泉先生のお話も伺って。 
ただ、根本的に考えなきゃいけないのは、さっきの浅田先生の行政罰提案にしてもで

すけども、じゃ、何で玉泉先生言われた、事業者、例えば法人本体に罰金を科す程度で

はあまり効き目がないかってことです。ここが効き目がないんだったら、変な話ですけ

ど、ほとんどの方法は効き目がないんじゃないかっていう気がしちゃうんです。何でそ

こは効き目がないんですか。 
他もどうせ似たような目を見てるから、大してみっともない効果が生まれないのか、

金額が安いっていうことなのか、何が、一体効き目がない理由なんでしょうか。 
柳川：両方だと思います。要は、金額が安いってこともありますけれども、はっきり言っ
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て、前科を受けることによるデメリットって大してないじゃないですか。はっきり言っ

て、将来、勲章もらう時に障害になるぐらいのもんで、ほとんどデメリットないです。

弁護士さんだとか、そういう人たちは別として、一般の会社の社長やってる分には全く

関係ないですもんね。 
三柴：それは法人が個人になったとしても、あんま変わんないってことですか。 
柳川：実刑判決を受ければ別でしょう。ただ、足場が崩れて道を歩いてた女子高校生が亡

くなったというようなケースであれば、実刑判決受けることもありますけど、労働者が

死亡しても実刑判決って、まず受けないですもんね。 
三柴：そうすると、罰金額を効き目があるところまで大幅に上げなきゃいけないっちゅう

ことになって、これはもう、まず通んないですよね。中長期的課題にもならないくらい

無理ですよね、恐らく。イギリス並みに、バルフォア事件みたいに、日本円で 200 億近

く払えとか、こんなの無理ですよね。 
恐らく、今、何の議論してるか分かんなくなってるってのは、実はいいことで、恐ら

く。意見を述べた方は、要するに現場の権限と責任が足りないっていう話なんでしょう

けども、少なくとも権限が足りないって話なんでしょうけど、これって結局、組織の安

全衛生の取り組み姿勢の問題だから、経営者がそこの問題重視してれば、もっと権限与

えるし、多分、体制もつくるし、何だったら、その部署とか安全衛生部とかも、昔みた

いにちゃんとつくるしみたいな話になるので、要するにどうやって活入れるかって話で

す。だから、別にずれてないんだと思うんです。 
森山：権限に余裕を与えるってのは、まさにおっしゃるとおり、組織としてそこに重点を

持たせるっていうことですよね。 
三柴：重視させるってことですよね。 
森山：あとは、もう一つは、権限というか、責任者、行為者をもっと上に持ってくってい

う点では、私はやっぱリスクアセスメントを義務付けて、知らなかったでは済まさない

っていうか、現場にこういうものが、危険なものがあったんだよっていうのを、上も認

識させるってのは、一つあるかなと思うんですけども。 
とにかく罰金額だけを上げると、転嫁罰規定がない限りは、やっぱり、ただ単に職長

の罰金が上がるっていうだけになってしまう。 
三柴：それについては、安衛部が努力してるじゃないですか。化学物質で、取りあえず、

当時の 623 物質についてはリスクアセスメント課して、ここでやったんだから、もう少

しリスクアセスメントの義務付け広げましょうよっていう布石を打ってるわけです。 
森山：おっしゃるとおり。 
三柴：すいません。おっしゃる趣旨、非常によく分かるんですけど、現実と将来と両方で

考えた時に、法ができる、法が持ってる資源、人を動かすための説得力って何かってい

うことだと思うんですけども。 
今まで安全衛生法政策でやってきたのは、罰金科す、それから両罰にする、それから

安全プロジェクトみたいに広告・宣伝でブランディングで誉めてあげる、それから業界

団体を巻き込んで、災防団体みたいなものを通じて業界団体を巻き込んでメッセージを

発信してもらう。要するに協力体制つくる。幾つか、政策を進めるための、できそうな

こと、公が持ってる資源ってのを、それなりにメニュー並べて駆使してきたわけです。 
今、いろいろ角度から突っついてモグラたたきをしていくと、どれも効き目がないみ

たいな話になっちゃってるわけじゃないですか。 
森山：ちょっと悲観的な議論になり過ぎてるかもしれないんですけども。 
三柴：時間がかかってもいいから、これやれば効き目があるっていうやつは何か書きたい

ですよね。 
森山：そうですね。ただ、ある程度多角的に……、今ですか。 
三柴：今の検討課題。 
森山：そうですね。なかなか、本日限りでは難しい。 



17 
 

三柴：そうですね。 
森山：私は、結構多角的にやるしかないのかなという感じで、これもやり、あれもやりっ

ていうような。でも、あまりにもアウトローな社長だと、もうどうしようもないってい

うのがあると思うんですけども。 
化学物質についてちょっと補足すると、化学物質は、結局は局排がメインになるので、

局排の違反っていうのは、かなり上まで行けるんじゃないかなという気はしてまして。

点検とか局排の設置自体は工場長レベルまで行けることが多いかなというのは思ったの

と、すいません、これは補足なんですけど。 
三柴：特別則ではっきり定めてますからね。 
森山：リスクアセスメントをしてない場合、工場長は、これ、化学物質に限らずですけど、

工場長は何も知らないし「現場でこんな危ない作業やってたのか」みたいな。「知りま

せんでした」という。 
リスクアセスメントやってないことについては、何もおとがめがない、刑事的には。

となると、やっぱりリスクマネジメント自体に罰則というのがあるといいなと思ってま

す。 
三柴：そうですね。既に本省はやってはいるけども、改めて、われわれのグループとして

「リスクアセスメントに義務付けをやってください」っていうふうに書くということに

意味があるでしょうね。 
応援として、応援歌としてってことですけども、それをやると、リスクアセスメント

の義務を課すと、結果的に、柳川さん言うように、あるいはわれわれが報告書でも書い

たように、立証責任を事業者側に預けることに、結果的になりますからね。そういう意

味でも、意味があるかなってことでしょうね。分かりました。じゃあ、それはちょっと

書いといていただけますか、森山さん。 
森山：ちょっと後で整理します。 
玉泉：玉泉ですが、結局、先ほど言われた上のほう、例えば工場ですと工場長とか、そう

いった方の故意罪は取れないと思うんですけれども、労働災害が起こった事に対する安

全義務違反、過失罪として、業過みたいなもの、例えば、事故がなかったら、別に安衛

法違反でいいんですけど、事故があった場合に、安衛法違反があったとしたら、事故が

あったことについて、刑法でいうとこの業過になりますよね。 
それを、現場の安全管理を行う立場にあった工場長なり、社長なり、そういった方が、

その労働災害防止を十分行わなかったことによって事故が起こったという過失罪の罰則

が作れれば、安衛法の中で。一種の業過みたいなもんです。そしたら責任は問えるかな

と。 
三柴：多分、それがリスクアセスメントの義務付けっていうことと同じになるんです。リ

スクアセスメントを義務付けて、なおかつイギリスでオフィサー、つまり組織の幹部個

人を処罰するよっていうことを書くっていう話になると思うんです。 
玉泉：そうです。森山さんがおっしゃってるように、リスクアセスメントも、その観点か

らいけば、多分アプローチできるんじゃないかなと。 
森山：確かに同じことになるんですね。 
三柴：なるほど。同じことですね。 
玉泉：ちょっとそんな感じをしてますので。 
三柴：そうですね。確かに業務上過失の類例だっていうふうに言えば説明がしやすくなり

ますね。 
玉泉：入れていただければね。 
三柴：過失と故意ってのは相対的な違いしかなくて、要するにやるべきことが決まってい

れば、過失でも故意に扱えるわけだから、これをやるべきだって書いとけば「やらなか

ったのは故意でしょ」っていう話になるわけです。 
玉泉：化学物質のほうもリスクアセスメントも、そっちの方からのアプローチのほうがや
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りやすいんじゃないかなと思うね。化学物質全体で、2,300 ほど全部やるのは不可能で

すから。投網掛けて。 
森山：確かにそうですね。そう思います。ありがとうございます。 
三柴：じゃ、これはこの辺でいいんじゃないですか、森山さん。 
森山：はい。では次に行きたいと思います。次は、これ、ちょっと専門的で、私も理解し

きれないんですが「国際規格を踏まえた外部機関規制などの見直し」っていうのが技官

の方からありまして「安衛法では、法の目的を達成するため、検査・検定、試験、教育

などの業務を外部の機関に委ねる仕組みとしている。これらの機関については、法令で

一定の要件を定めているが、国際的に見ると、その要件は緩く、見直しが必要と思われ

る。わが国は TBT 協定を批准しており、国際的なルールと遜色ない制度とする必要があ

るが、現状の要件を見ると、品質マネジメントシステム（ISO9001）、試験所・校正機

関の認定（ISO/IEC17025）、製品認定機関の認定（ISO/IEC17065）などを意識したも

のとなっていない。グローバル化が進む中で、わが国の制度がガラパゴス化しないため

にも、安衛法の下で重要な役割を担うこのような機関の在り方（期待される役割の十分

な発揮）について規定を見直す必要がある」と。 
三柴：これは、ひょっとすると、ちょっと日本の方にぴんとこられない面があるかもしれ

ないんですけど、オランダの労働衛生機関とかっていうのは、結構、事業者から委託を

受ける資格が厳しく問われていて、単に衛生の仕事、業務を的確に果たせるっていう専

門性の部分だけじゃなくて、会計がしっかりしてるかとか、ちゃんとスタッフが整って

るかとか、そういうところまで評価基準に入ってるんです。 
その評価基準自体を、国であったり、国の関係団体っていうか、業界団体で信用でき

そうなところが作ってたりして、で、国がそれを後押しするみたいな仕組みになってる

ので。要するに、外部専門機関、日本で検定機関とか、研修機関とか、そういうところ

の適格性が結構厳しく測られる仕組みになってる。それも、くどいですけど、専門性だ

けじゃなくて、運営体制として、持続性が担保できるかみたいなところが測られること

になってるんです。それを言ってると思います、この方は。 
森山：ありがとうございます。今、TBT 協定のところを出してるんですけども。 
三柴：この技官の方が何でそれを言い出したかっていうのは、ちょっと興味あるんですけ

ども、実際問題、そういう外部専門機関っていうか、外部の機関が、そういう基準がし

っかりしてないがために運営がうまくいってないとかっていう例を目にされたっていう

ことですかね。 
森山：そうでしょうかね。そこはちょっと具体的に書かれてませんので。もしこういった

事例をご存じの先生方、いらっしゃったらお聴かせいただきたいんですが。 
大幢：大幢ですが。私はこの辺のことにはあまり知見はないです。墜落制止用器具の構造

規格は作る時は、この TBT 協定で ISO と同じにするんだっていう形で、ローカライズ

してますけど、構造規格を作ったということになっていますが、ちょっとこの辺、私に

は分からないです。すいません。 
森山：申し訳ないです。ISO ってのは、つまり C 規格っていうことに合わせたっていう、

そういう考え。 
大幢：ISO に合わせたっていうことです。ISO に合わせて……、ISO にほぼ準拠して作っ

たっていう。それでもやっぱり胴ベルトは残ったとか、そういうのはあるんですが。 
森山：ちょっとそれるかもしれないですけど、安衛法の 42条の譲渡規制っていうのは、輸

出する場合も含むんでしょうか。ちょっとここが。どなたか。浅田先生、その辺はどう

なってるかっていうのは、ご教示いただけないでしょうか。 
浅田：浅田ですが、すいません、もう一度質問をおっしゃっていただけませんか。 
森山：すいません。構造規格に適合しないものを輸出した場合、安衛法 42条の違反にはな

りますでしょうか。 
浅田：それはならないです。基本的に、属地主義を採ってますから、輸出については適用
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がないです。 
森山：ありがとうございます。すいません。前提として…… 
三柴：今の件、もう一度お願いできますか。 
森山：浅田先生、すいません。ご説明をお願いします。 
浅田：まず、ご質問が、いわゆる構造規格に適合しない物を輸出しても、刑罰法規として

の法違反問われるかと、そういう意味ですね。 
森山：はい。 
浅田：それは、刑罰法規の適用は、あくまで属地主義の原則の下に運用されてるので、域

外、日本国の法令が適用されない域外に出る時は適用されませんと、そういう意味です。 
森山：ありがとうございます。じゃ、それは確か 35条の重量表示だと適用されるんじゃな

いかっていうところがあったと思うんですけども、42 条についてはそれは国内だけ。 
浅田：重量表示は、場合によっては国際条約があって、そこでどの国も順守しなければな

らないというルールがあれば、その属地国の法令に基づいて規制されると思いますけど、

結果として。 
森山：そうすっと、35 条はそういう罰則はあるけども、42 は条約に基づくものではない

ので、罰則はない、適用されないっていうことですか、輸出の場合は。 
浅田：そもそも、日本国の罰則を国外で適用するのは無理ですよね。 
森山：そうですね。分かりました。すいません。 
三柴：さっきお伝えしたオランダの例なんですけども、労働衛生機関の話です。オランダ

の労働環境法の改正で、外部労働衛生機関の品質確保の規定が設けられて、新しい認証

スキームが 2019 年に施行されていると。この実際の認証はオランダ政府が認定した民

間団体に任していると。で、この認証スキームってのは、労働環境法に基づく活動を使

命とし、公的な財団であるところが策定したのだと。 
中身ですけど、ISO の 9001 に準拠している管理システムであるということ。それか

ら、内部のサービスであれば、内部の専門家と連携ができることが求められると。それ

から、外部のサービスであれば、法人格を持ち、商工会議所に登録され、1 つ以上の支

店を持つこと等々、要するに経営がしっかりしていて持続性が見込まれると。なおかつ、

安全衛生について、多分野の専門家を擁している等が求められていると。 
向こうの労働環境法の施行規則では、労働環境サービス機関は、この新しいスキーム

に基づく認証を取得する必要がある。そのことによって、ちゃんとした機関、適格性を

認められた機関だけがサービスを行えるようにしていると。 
結局、労働環境整備っていうのは、量的な評価が難しいことからも、質を担保する、

それも支援する人や団体をしっかりさせるっていうことが鍵になってくるよっていうこ

との動きの一環だということです。 
オランダは国際的に数の少ない産業医の選任義務を課している国でもあったと思うん

で、そういうところ、力入れてるよっていうのが背景にあるのかなということです。以

上です。 
森山：ありがとうございます。他に先生方、ご意見はいかがでしょうか。 
三柴：整理してると、安衛法って、日本の法律の中では一番資格を作ってる法律なんです。

免許と資格を。だから、それを認定する、また、それを取れる人を教育する機関につい

て、品質担保するっていうのは大事だし、教育機関じゃなくても、検定機関であったり、

かなり行政関係の団体をつくる根拠が法律にも多いので、そこをしっかりさせようって

いうのは分かるんだけれども、それは、そもそも法の設計者としては、行政の監視下に

あるんだから、逐一明文化された基準でああだこうだ言わなくても、しっかりやっても

らえるだろうっていうこともあったんじゃないんですかね。 
森山：ありがとうございます。 
三柴：実際はどうか分かりません。 
森山：ちなみに、化学物質管理の認証みたいな話ってのは出てるんでしょうか。この適合



20 
 

性認証とか、マネジメントがうまくいってるかどうかの認証ですとかっていうのは、柳

川先生、いかがですか。 
柳川：第 3 管理区分になって改善されない場合については、外部の意見を聞かなきゃいけ

ないってのはありますし、あと、監督署長の指示で、確か、監督署長が指示をして、外

部の意見を、専門家の意見を聞けという制度が新たにできますけれども、現実問題とし

てどのぐらい実効上動くかは、何とも言えないですよね。 
三柴：安衛部は、そもそも作業環境測定協会と測定士を活用できないかって考えていたと

思うのですけれども、実際問題、実動ができるのかは別問題ですよね。 
柳川：作業環境測定士もありますけれども、どちらかというとインダストリアルハイジニ

ストのほうを念頭に置いてたんじゃないかなという気がしますけど。ただ、数が少ない

ですから。 
三柴：ハイジニストも、数少な過ぎて。 
浅田：すいません。浅田ですけど、一言よろしいですか。 
森山：お願いします。 
浅田：現状において、やはり一番問題なのは、先ほど柳川さんもおっしゃったんですけど

も、技能講習を行う指定教習機関で、場合によっては 1 人、いわゆる法人ではなくて個

人で登録を受けて技能講習を行ってる機関があるんですけれども、さすがに、それだと

管理体制もへったくれもないだろうし、現に過去においてそこが基準に満たない講習を

して、あるいは全然講習をせずに資格証だけ交付して、後で「回収しろ」と労働局から

求められたりとか、いろいろ問題を起こしてる事例が散見されるんです。 
森山：ありましたね。 
浅田：そういうことを考えると、やはりしっかりした組織体制とかいうのは、明示的な要

件に加えないとおかしい気はします。以上です。 
森山：ありがとうございます。確かに、私も幾つか公表されたもので持ってますけど、大

分とか宮崎で、個人での教習事務所でやったものについて、技能講習修了証を回収して

るっていう事例、いずれも個人の機関になってます。 
何か他にご意見ないようでしたら、次に行きたいと思うんですけども。 
すいません。結論としては、何らかの対処は必要だと思うんですけど、ISO 自体の確

認ですとか、その辺がちょっと難しい。現段階では内容の確認が私もできてないので、

頂いた意見をまとめるという形にしたいと思います。 
では次に移らせていただいてよろしいでしょうか。 
三柴：お願いします。 
森山：ちょっと文章が長いご意見いただいてまして。よろしければちょっと読ましていた

だきたいんですけども。厚生労働技官の方から、専門官に間違いなくなっておられる方

なんですけども、この方、「1 年目の研究成果」、何年度のことか、ぱっとは分からな

いんですが「拝見さしていただきました」。すいません、この研究成果っていうのは、

厚労科研のをご覧になったっていうことですけども「労働安全衛生法に携わる者として、

改めて法の目的、社会的背景、法制定の経過、そして何より労働者を守るために多くの

人が関わり、今もなお成長し続ける同法について再確認する機会となり身が引き締まる

思いです」と。 
「さて、貴プロジェクトとは直接関係ない話かもしれませんが、現在わが国の安全行

政の状況について参考までに延べさしていただきたい」ということで、簡潔に述べると

「定員合理化計画により、行政機能の低下を無視した人員削減が強行されている」とい

うことで、ちょっと政治的な話になってしまうんですけども、その中で「厚生労働技官

の採用が 10年以上にわたり凍結されている」と。基本的には廃止の方向なのかなってい

うことなんですけども。つまり、本省には技官の方、いらっしゃるけど、地方にはもう

いなくなるということだと思います。 
「労働災害や職業疾病の防止のために必要な知識や経験を持った担当官が大幅に減少
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し、安衛業務に携わる厚生労働技官 0 人という局も既に存在しております」と。「知識

や経験の継承ができず、そのレベルは絶望的に低下しており、われわれは厚労省に対し

厚生労働技官の採用再開を訴えていますが、再開はされてない」っていうことで「理系

の監督官に安衛業務を行わせるためには、やはり長期の教育が必要だ」と。そういう期

間がなければ、やっぱり安衛担当者としても中途半端になるし、本来の監督官業務の専

門性も低下してしまうんじゃないか。 
また、現在、政府は行政の、これはちょっとあれですけど、いわゆる件数主義という

ことで、中身より件数というのが、やっぱり監督官には若干そういうきらいもあります

ので、元々の技官文化というか、そういったものとはちょっと、元々、そういった違い

もあるんじゃないかと。これは組織の問題ですけども。 
「昔、先輩からは勉強も仕事だと言われ、業界誌などに目を通し、時には事業所の管

理者や労働者と話して、生の情報を仕入れ、業務の参考としてきました。今は件数こな

すことに忙殺されて、勉強する時間がありません」と。「法改正についても、十分理解

する時間がないのです」ということで。 
「安衛業務としては、事業者に法律を守らせるのではなく、労働者を守らせる」と。

つまり、実質的には労働災害防止するための指導を安衛業務としてはしてきたというこ

とです。 
1 つ、本プロジェクトに対する意見として「技術系の色彩の強かった安衛法を事務系

にも理解してもらえるようにする」ということなんですけども、ただ、やはりそうは言

っても「力学や鋼材の性質、風量計算、さらには医学的な知識などを事務系の方に理解

してもらうのは現実的ではないんじゃないか」という話があり「広く一般に安衛法を理

解してもらいたいという趣旨は理解できますが、むしろ技術系と事務系を明確に分け、

技術的な専門性を監督署がしっかりと指導できるようにし、事務的な法条文を広く一般

に周知する方策を検討すべきじゃないでしょうか」。 
ということと「同法に詳しい学者や専門家を増やす」という研究の趣旨については

「これは非常に当たり前のことなので、増やすこと自体に異論はないのですが、この目

的が、同法に詳しい学者や専門家を増やし、国が行う安全衛生に係る業務を外部委託す

るという意味であれば、論外です」と。「安衛業務は、国が責任を持って行い、生産性、

効率性を優先し、労働者の安全対策をおろそかにする者も出てくるでしょう。また、指

導が必要な事業者に対しての権限など、さまざまな問題が生じると思います」。 
「また、せっかく専門家を増やしても、それを生かしたシステムがなければ有効に機

能せず、肩書を持った人が増えるだけという事態になりかねません」と。 
「事業場が、安全衛生管理のため、外部資源である専門家を活用しやすくする環境を

整備することは非常に重要なことですが、それは安全衛生管理に前向きな事業場が活用

するわけで、広く一般の事業場の労働安全衛生水準を向上させるためには、公的機関で

ある労基署がしっかり指導できる体制と能力の向上が最も重要と考えます」と。 
飛ばしまして。すいません。他の事項は他の問いとかぶっていましたので、主に、ま

とめますと、監督機関の行政能力というか、定員削減による行政機能の低下が 1 点です。 
それから、地方技官採用凍結による監督行政の専門性の低下ということで。 
それから、指導件数実績主義っていうんですか、そういったことに対する危機感って

いうところ。 
それから、これは最も重要な論点かと思いますけども、広く一般事業場、意識があま

り高くない事業場の安全衛生、水準を向上させるためには、民間の専門家というよりは

公的機関である監督署の機能が重要じゃないかというような、そういった論点なのかな

と考えておりますけども。 
先生方、ご意見いかがでしょうか。もしご意見いただけるようでしたら、ご発言お願

いしたいんですが。 
三柴：これ、ぶっちゃけ、心情として半分賛成、半分は「少々ピント外れなんじゃないか」
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っていう感じがしているんですけど。 
まず、賛成の部分は、技官の脈絡を断っちゃったってのは、やっぱもったいないなと

私は思っています。行政側の説明は、要するに監督官の B ですか、そちらで技術系はも

う統合したからいいじゃないかということなんでしょうけども、ご案内のように、長時

間労働がテーマだってなると、もうそっちに駆り立てられて安全衛生そっちのけみたい

になっちゃうので、やっぱり専門性の脈絡ってのは断つべきではないと。 
これはアメリカも経験済みで、OSHA がレーガンの時代にインスペクターやら何やら、

ごそっと何分の 1 かに削って、その後、技芸、技術みたいなものを復活させるのにもの

すごい苦労したっていう経過があるので、それは悪例として参考にすべきだなっていう

ふうに思っていました。 
確かに、技官より監督官のほうが、法を扱う分、1 段上っていう現場認識があったか

ら「だったら統合しちゃえ」っていうのも分かるんですけども、であれば、ほんとに安

全衛生に専念できるように、イギリスのように監督権限も与えた技術系っていう枠組み

にしないと、結局、安全衛生軽視してるだけでしょと。結局、他の仕事と安全衛生をく

っつけると、フランスの安全衛生委員会の動きもそうなんですけど、これは民間の事業

組織の中での話ですけど、他の仕事とくっつけちゃうと、相対化して軽視されるってい

うのは、大体、古今東西変わんないと思うんです。だから、やっぱりちょっと頑固に、

そこは専門性を保ったほうがいいってのは分かる。これは賛成です。 
他方で、ちょっとピント外れと思ってしまうのは、一言で言うと、技術系の頑固さっ

ていうか、ある種の、失礼だけど、視野の狭さみたいなものが行き過ぎてる感じがして

いて、まず、われわれのプロジェクトに対しての理解ですけれども、ちょっと誤解して

るなと思います。 
文系の人にも、ある程度技術系の常識っていうか、技術系はこういう発想で、こうい

うふうに動いてるっていうような枠組みとかを押さえていただくことが必要なわけで。 
いずれにしても、文理分けるってったって、連携しないと現場は動かせないわけです

から、もっと言うと、技術系を尊重するのも技術系が何やってるか分かるからなんで、

事務系に技術の知識は要らないみたいな言い方は、ちょっと言い過ぎじゃないかと思っ

てるし、むしろ概念理解はちゃんとしてもらわないと対話ができないでしょっていうこ

とだと思います。そんなとこです。 
森山：ありがとうございます。おっしゃるとおりだと。一つは、やはり監督行政の専門性

ですね。途中で、ちょっと一般への理解っていう話も出てましたけども、そういった論

点、あるいは他の論点から何かご意見がある先生方、いらっしゃいましたらお願いした

いんですが。 
三柴：制度変えちゃった上で、どうやってその専門性をリバイバルさせるかについて、ア

イデアっていうか、お考えいただきたいなと思います。 
森山：非常に取り扱いが難しいテーマかもしれないんですけども、柳川先生、すいません

が、この辺り、お考えをお聞かせいただきたいんですけど。 
柳川：今、三柴先生おっしゃったことは、私も基本的には同じですけれども、ただ、この

方、ちょっと極端な言い方をしてますけれど、事務系の人には技官のやることを知らな

くてもいいというのは、多分、そこまでは思っていらっしゃらないだろうとは思うんで

すけれど、ただ、この方おっしゃっているように、安全衛生の知識というのはかなり広

範で深いものがありますし、実際、技官でも、こういった安全衛生についての知識深く

ない人、結構いらっしゃいます。申し訳ないですけれども。 
ただ、専門家グループというのが、いわゆる絶滅危惧種だというのは事実なので、残

念ながら絶滅してしまったら、ちょっと復活させるのはかなり難しくはなるでしょうね。

これは、申し訳ないんだけれども学者レベルでも同じだと思います。あの先生いなくな

ったら終わるだろうみたいな先生がいっぱいいらっしゃいますもんね。 
三柴：超同感です。 
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森山：ちなみに、文献としても残ってないってことなんでしょうか。そのノウハウという

か、文献化もあまりされてない面もあるということでしょうか。 
柳川：文献は残ってると思います。とりわけ、最近のインターネットの社会ですから、イ

ンターネットの中にもいろんなデータが残ってます。ただし、それをどういう人が勉強

するんだっていうと、勉強することによってそれでお金がもうかるんだったら勉強する

んです、露骨な言い方しますけれども。 
よく言われることですけども、安全コンサルタント、衛生コンサルタントで飯食って

る人って、某 N 先生しかいないなんていう話、よく聞きますけれど、理由、簡単なんで

す。要するに、安全コンサルタントという専門家に対してお金を払いますよという事業

所が、今、非常に少ないわけなんです。なので、これじゃ飯が食えないんです。なので、

そういう状態になっていくわけなんです。そうなれば、どんな人だって、金がもうから

ないことのためにコストはかけない。コストってのは、要するに勉強はしないです。 
まさにそういうところなんです。教育をするためには、川に連れていくことはできる

けど水を飲ませることはできないってなことをよく言いますよね。水飲ますためには、

水を飲んだらもうかるんだよっていう事態にならない限りどうにもならない。だから、

専門家を使わないとどうにもならないような体制をつくっていくってことは大事だと思

います。 
今度、化学物質関係で、さっきちょっと言いましたけれども、第 3 管理区分になった

時に、外部の専門家の意見を聞かなければいけないですよ、あるいは監督署長の指示で、

外部の専門家の意見を聞かせる制度ができましたけれど、こういったものが果たしてど

こまで機能するかですよね。 
とりわけ、新しい安衛則 34 条の 2 の 10 の、監督署長による改善指示の制度ですけれ

ど、各監督署長が 1 つの署で、1 カ月に 1 回ずつやるんだっていうようなレベルでやれ

ば、まだ何とかなるでしょうけど、そんなに動かないでしょうし。そういう制度を作っ

てくことが大事だと思います。専門家が飯が食える制度。 
森山：ありがとうございます。 
三柴：化学物質の検討会で「今までは危ない所に専門家は付けなさいってやってきたけど

も、危なくないことを証明するために専門家を活用するようにしてください」っていう

ふうに言って、その考えは一応取り入れて頂いたんですけども、おっしゃるように、お

のずと専門家を使わざるを得なくなる仕組みっていっても、それ以上にラジカルな方法

はなかなか採れないし、それから、仮に発想を取り入れていただいたにしても、そもそ

も安全衛生対策を重視する発想がないと駄目だろう。結局、実際問題、特別則の適用外

しますよっていうのは、ある種の戦略であって、今回の政策は、実は特別則に書いてあ

ること以上を求める、ある種の規制強化の面がある。それでも、本当に専門家使おうと

なるのか、使ったって無駄じゃないかとなるのかっていうのは、微妙なとこだなと思っ

てます。 
柳川：まさにおっしゃるとおりで、今度の改正って、すごい専門性が必要になってくる。

専門家の資質が必要になってく制度なので、うまく動く……、だから理想なんです、ま

さに、今度の法改正というのは。 
三柴：そうですね。 
柳川：理想に近づこうとしてるんだけれども、実態を見ると、ちょっと三柴先生には大変

失礼なんですけども、実態を見ると、やはり心配になるんです。今、そんなに専門家は

いないよねって。ほんとにどっかから湧いて出るんだろうかという心配はありますよね。 
三柴：それは分かってるんです、案を練った側も。だから、よく言うように、ある種の議

論の喚起を生むための戦略でもあって。で、内容的には、実は今までの脈絡と変わらず、

温故知新で、もう少し規制強化しようねっていう内容なんです。 
だから、特別規則外すよっていうのは、ブラフと言うと言い過ぎですけど、これだけ

のことできれば外してあげんでもないってことなんで、結局、特別則以上を守らないと
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駄目なんです。特別則自体も、恐らく、仮に自由化、自主化を進めたとしても、自主管

理化進めたとしても、特別規則の内容自体は実施省令かガイドラインと言いつつ、規則

に近いような形で残るはずですから。 
えらいこっちゃって、取りあえず話題になってるのは、本省としては、ある種、もく

ろみどおりだと思うんです。 
森山：ありがとうございます。安全のほうについても少しお聞きしたいんですけども。浅

田先生、安全の専門家っていうのは、今、専門性っていうのはどれぐらい低下っていう

ような問題あるんでしょうか。 
浅田：浅田ですけども、私も行政を外れてそれなりの年月がたちますので、現在の状況を

熟知してるわけではないという前提でお話ししますと、労働大学校に専門官の研修を行

う際に、講師として行った人の話や教官の話から聞くと、やはり専門技術的な内容につ

いて説明するのがかなり困難になってきていると。 
地方局によっては、監督官でも、必ずしも監督官の B ではなくて、監督官の A がそう

いう専門官に配置される場合もあるんだけども、そういう場合は、確かに強度計算とか

の内容を説明しても、後で「中身がよく分からなかった」というようなアンケート結果

が出てくることがあるという話は聞いてます。そういう意味では、確かに相対的なレベ

ルは低下してるのは事実かもしれないなとは思います。 
安全については、確かにそういう専門性の蓄積とかノウハウ、暗黙知っていうんです

か、書かれたものでないことで、先輩から後輩に伝えられるものが、要素がかなりある

のは事実だと思いますので、そういった意味で、どういう手法でもってこれをリカバー

すればいいのかというのは、大きな課題ではあるとは思います。 
一つ、安全関係でいわれてるのは、特に製造許可であるとか、あるいは検査について

は、外部の専門機関に出していこうという動きはあるやに聞いてますので、それはそれ

で一つの方策かもしれないけども、そうすると、さらに行政のその分野での専門レベル

が落ちて、また別の問題が生ずるかもしれないなという懸念はあります。以上です。 
森山：ありがとうございます。大幢先生に伺いたいんですけども、研究分野で、労働安全

とか安全工学といった分野で、今、何か研究者の方が少なくなってるとか、そういった

こととか、あるいは専門性の問題で何かご見解あれば伺いたいんですけども。 
大幢：今の問題としては、ちょっと人が採りづらくなってきているというのがありまして、

理系離れなのかよく分かりませんけれども、なかなか獲得できなくなってきてるという

のがありまして、そこがちょっと問題かなというところがあります。 
うちの労働安全衛生総合研究所ですけど、元々、労働安全なんていう、産業安全なん

ていう分野は、なかなか大学にはないので、1 からやるっていう、基礎知識はあるんで

すけど、1 からやるってことになるんですが、博士を取った方がなかなかいなくて、最

近ちょっと……、要するに採用というところで、ちょっと苦しいなってところがあって、

今、頑張ってるところなんですが。 
研究自体は、何とか……、やっぱり研究ですと、昔やってた分野が、人がいなくなる

とそこはもうやらないっていうことはあったりします。ただ、なるべくならないように、

人を付けてやるようにしてるんですが、なかなか人が採りづらいなっていうのが、今の

悩みのとこです。以上です。 
森山：ありがとうございます。以前よりも先細っているというか、そういう実態はどうし

てなのかっていうのが、ちょっと気になってるんですけども、この辺りはどなたか、先

生方、ご存じのことがあればと思うんですけども。その原因というか。ないでしょうか。 
すいません。私もお聞きづらいテーマで申し訳なかったんですけども。今後の対策と

しては、やはり営利事業として専門性が生かせるような仕事が出てくれば、そういった

業界全体が厚くなっていくっていうか、専門性のある方の数が増えていくんじゃないか

っていうことだと思うんですけども。 
もし、他にご意見がなければ、次に行きたいなと思うんですけども、よろしいでしょ
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うか。 
三柴先生、私、休憩を入れるのを忘れていて。どのくらいにしましょうか。 

三柴：そうですね。10 分ぐらい休憩入れて、あと、もう……、今、3 つやってきたんでし

たっけ。 
森山：もう 4 つ終わりました。 
三柴：4 つ終わりました？じゃあ、もう絞り込むっていうことで、最後、一人一人にご意

見伺って、これで締めでいいんじゃないかと思いますが。 
森山：分かりました。じゃ、10 分休憩後、他の検討課題も含めて、何かご意見があれば、

お一人お一人、お話伺っていきたいので、その時にお話しいただければと思います。 
じゃ、4 時 17 分に開始ということにしたいと思いますので、いったん休憩さしていただき

ます。 
 
森山：この研究会からの、このプロジェクトの最後ということもありますので、本日のテ

ーマですとか、本日取り上げなかった 3 つのテーマ、あるいはプロジェクト全体のこと

について、先生方、お一人お一人からご意見をいただければと思います。 
では、まず内田さん、いますか。内田さん、今、おられないですか。じゃ、近藤さん。 

近藤：近藤でございます。全体のというか、最後のところに引っ掛けてという感じにはな

りますけれども、私も監督署、現場の人間なので、現場の体制うんぬんっていうのは、

非常に実感として分かるんですけれども。 
私も報告書を作る中で、過去の国会の会議録とか見てたら、ずっと昔から監督署って

いうか、監督官の人数は足らないんじゃないかとか、監督官に全部やらせるのは無理じ

ゃないかっていうのが、もう安衛法ができる前の国会の時からずっと言われていたけれ

ども、今、この状態なんで、多分、人数、体制が今後、劇的に改善するっていうことは、

恐らくないんじゃないかなという気はしておりまして、だからその前提でやっていかな

いといけないのかなという気はします。 
多分、監督とか、安全衛生の現場よりも労災補償の現場のほうが、今は非常に大変な

のかなという気はしますので、それも全部監督官にやらせるっていうことになると、監

督官の人数は増えても、労働行政の人数は増えない、むしろ減ってるみたいな状態にな

って、結局、誰も何もできないっていうようなことになりかねないので。 
ちょっと何を言いたいのかもよく分かってないんですけれども、体制を増やすってい

う、許可するっていうのは、非常に分かりやすいですし、必要だとは思うんですけれど

も、ずっと言われてるけれども、ずっと変わってこなかったっていうところを踏まえる

と、多分、今後もそうなんだろうなという前提で考えないといけないのかなという気は

しました。以上でございます。 
森山：すいません。ありがとうございました。笹井さんは、今、対応は大丈夫ですか。 
笹井：笹井です。先生方、大変ありがとうございました。私も、今、地方で行政官として

働いてますが、やはり安全衛生に関しては、経験してなんぼなところもあると思います

ので、先ほど技官の話もあったんですが、必ずしも技官じゃなくてもいいとも思うんで

すが、やっぱ経験によるところがあるので、監督官を置くのであれば、安全衛生を長年

やっていくという前提で人員体制組んでいくのが現実的なのかなというふうには感じま

した。ありがとうございました。 
森山：ありがとうございます。内田さん、お願いします。 
内田：すいませんでした。準備が整いました。私は今、地方の労働基準監督署で労災課に

いますので、労働安全衛生法とほど遠い現場にいるのかなとは思います。そうした身で、

隣の安全衛生課の業務を見てますと、検査業務であるとか、専門性があるんだろうと思

います。そうした検査業務とかもしっかりやりながら、事業場の安全衛生の担当の方と

フェアにやり合っていく中で、そういった奥深い資料ができたりするんだろうと思った

りはします。 
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一方で、違う話題で言うと、個人事業主の方であるとかの労働安全衛生の話が、今日、

あったと思うんですけども、私、今、労災課にいますから、労災保険の療養請求とかも

見てますと、特別加入者の請求の方も多く見ておりました。特別加入者の方も労働者と

一緒に作業してれば、負傷とかをするわけですから、その負傷の中の原因とかを療養請

求書で見ておりますと、中には安衛則違反の事象があるんだろうと思います。 
ですから、個人事業主の方もけがするわけで、そういう人たちに安衛則が適用されて

たら、労働基準監督署が指導できたりってのもあるんだろうとか、それはそれなりに思

ったりもしますけれどもっていうところでございました。以上でございます。 
森山：ありがとうございます。表示順で、大変失礼ですが、佐々木先生、お願いします。 
佐々木：すいません。佐々木です。本日は、これまで発言はできなかったんですけども、

先生方にいろいろ現場のお話とかを聞けて、大変勉強になりました。特に、今日のお話

って、あまり法の……、法の問題では当然あるんでしょうけれども、どちらかというと

現場の問題とか、あとは、例えば誰にどういう責任を負わせるのが一番効果的かとか、

そういった、何ていうか、安全衛生法、法そのものというよりは、安全衛生の体制とか、

もっと根本的なものの議論を非常にしていたのかなというふうには感じておりまして。 
あとは専門性とか技官の採用をやめてしまってっていうところとかもそうですが、ど

うやって現場で対応をしていくのか、で、それを守らせるためにどういった、履行させ

るための強制力、履行確保というか、そういった措置を取るのかっていう、そういった、

もっと根っこの問題だったので、私も全然これまで現場は直接知ってるわけではなく、

インタビューした限りで、自分の担当条文に関わる限りでということなので、非常に勉

強になったというか、知らないことがたくさん分かったなっていう感じではあったんで

すけども。 
あとは、さらに新しい問題として、テレワークの自宅に対してどういう規制が及ぼせ

るのかみたいな話にもなりましたけども、まだまだ安全衛生の問題って、考えなきゃい

けないことがたくさんあるなということが分かって、自分がどこまでこのプロジェクト

で力になれたかも分かりませんし、これからできるかも分からないんですけども、もっ

と勉強が必要だなということを感じた会では、今日はありました。今日はありがとうご

ざいました。 
森山：ありがとうございます。篠原先生、お願いできますでしょうか。 
篠原：篠原です。このプロジェクトで第一人者の先生方のお話をじかにたくさんお聞きす

ることができまして、私らの発言よりは、多くの教えをいただきまして、ほんとに充実

した時間でございました。 
全く余談なんですけれども、以前、中災防の泊まりがけの 5 日間の、4 泊 5 日の研修

に参加した時に、ある企業の安全室長の方がお見えになってて、この方が抜群に安全の

知識を持っておられて、みんなからいろんなことを聞かれてたんですけれども、あんま

り何でも知ってるんで「一体全体、大学で何選考されてたんですか」ということをお聞

きしましたら、その方、中卒でおられるんです。「私は中学しか出てません」と。夜の

仕事をしていて、社長に出会って、社長に拾ってもらったという言い方されてましたけ

れども「拾ってもらって、今、ここにいます」と。 
この時、ほんとに安全衛生というのは、専門家だけのものではなく、まさに現場の皆

さんが気軽にアクセスできて、気軽に理解しやすいものでなければならないというふう

に考えた次第です。 
私自身、文系でございますけれども、結構、長いところでは 10年以上、企業の安全衛

生顧問なんかもしてますけれども、文系なりに、それなりに、高校の化学ですとか、電

気ですとか勉強しながら、あとは、研修会の講師を結構しますので、そこで電機メーカ

ーの方、フォークリフトメーカーの方、化学メーカーの方とか、あるいはそういった工

学系の方と知り合う機会がありますので、ネットワークもできてますので、あとは玉泉

大先生の●するんですけども、そういった方々の知識なんかも借りながら、窓口的な役
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割で、現場の担当の方が、自分のものに、安全衛生、いろんなネットワークをつくりな

がらできるような形が一番いいのではないか。 
そういう意味では、このプロジェクト、ほんとに非常に素晴らしいプロジェクトだっ

たと思いますし、参加させていただいて非常にありがたかったと思っております。以上

でございます。 
森山：では次、阿部理香先生、お願いできますでしょうか。 
阿部：はい。今日はありがとうございました。私、分担研究のところでは第 6 章の「労働

者の就業に当たっての措置」というところを担当してまして、その中に職長教育につい

て定めた 60 条を担当してましたので、今日のお話では、質問項目というか、提案の 63
に当たる現場責任者への権限、余裕の付与というところは、興味深く聞かせていただき

ました。 
特に、権限とか余裕というところもそうだとは思うんですが、職長教育が求められる、

必要な業種において、職長教育が、実際には十分に行われていない中で事故が起きてし

まったというような場合でも、やっぱりその責任を問われるのは現場の要である職長で

あるというところで、違和感というか、ちょっと問題意識を持っていたところもありま

したので、ご提案の内容には同意するところが非常に大きく、聞かせていただきました。 
特にこの項目は結構議論が盛り上がっていたところもありましたので、非常に勉強に

なりました。まだ、引き続き執筆のほうも頑張っていきたいと思っていきますので、会

議は今日で終わりということになりますが、引き続きご指導いただければ幸いです。あ

りがとうございました。以上です。 
森山：ありがとうございました。それでは淀川先生、お願いします。 
淀川：淀川と申します。すいません。2 年間、大変ありがとうございました。私は機械の

貸与の問題であったり、あと、今年度は検定機関の問題等々、執筆させていただきまし

た。 
正直、普段扱わない条文で、どのような内容なのか、ところは、正直、独学ではなか

なか難しかったところです。やはり労働基準監督署の方であったり、元行政官の OB の

方にインタビューさせていただきまして、本当にインタビューで人の話を聞いて、内容

を理解して執筆するってことの重要性を認識いたしました。 
ですし、今後、私もこの判例の部分等々になるかと思うんですけれども、安衛法が実

際どのように適用されてなってるかってところについては、私の周りの人とかにもお伝

えはしていきたいなというふうに思っております。 
まだまだ全然分からないところありますけども、今後は特に私の場合、大事かと思い

ますので、引き続き努力していきたいと思います。ありがとうございました。 
森山：ありがとうございました。原先生、お願いいたします。 
原：原でございます。本日も貴重なご指導ありがとうございました。私、20 条、21 条の

機械安全、建設安全のところ、担当させていただいておりますが、このプロジェクトの

間、各先生方から現場のリアルが伝わってくるようなお話をいただきまして、ほんとに

大変勉強になりました。 
また、先ほど、私の発言ですが、法改正提案って、一体現場の方がどのような視点で

提案をされてるのか、これは自分自身、これを探求しながら、三柴先生がいつもおっし

ゃるような現場のリアルが伝わってくるような体系書を作りたいと、これを常に念頭に

置きながら、どのような立場の人がどういう視点でこういう提案をなさったのか、自分

自身、想像力を働かせながら、検証しながら、それこそ現場のリアルが伝わるような、

そんな作品に仕上げたいと考えております。今後ともご指導のほどよろしくお願いしま

す。以上です。 
森山：ありがとうございます。井村先生、お願いいたします。 
井村：井村です。本日、どうもありがとうございました。私の報告書の関係で言いますと、

最初の、（他の法令と）規定が重複してるっていう辺りの話は興味深く聞かせていただ
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きました。 
ちょっと思ったのは、私の報告書（逐条解説）の担当が機械に関するものでしたので、

機械に関してどうするかっていうのは、確かに調べてる中でもほんとにいろんな法律が

関わってきていたので「どうするか。でも法律の目的も違うしな」とか、そういうこと

を考えながらやっていたんですけれども。 
ふと思ったのは製造面、構造規格とか、そういうところと、あと、実際の運用におけ

る、主に検査関係、そっち分離して、安衛法は基礎的なところっていうことで、特定機

械等に関する許可制であったり、あるいは構造規格であったりっていうところをひとま

とめにした上で、機械の運用に関しての検査については、必要な法律、例えば発電所関

係でボイラーとか圧力容器とかっていうのがありますし、あと港湾法でクレーンに関す

る技術上の基準とかっていうのがあるので、そういう検査、特定の法律の目的に則した

検査なりっていうものを、安衛法と切り離して、そっちで全部やってもらったらいいの

かなというようなことは思いましたけれども。 
要するに安衛法を一般法にして、必要な規定、それにさらに付け加えるような規制が

あるんだったらそっちの法律で全部検査も含めてやってくれみたいなことを、ちょっと

考えましたけれども、まとまってるわけではないので、感想ということであります。以

上です。 
森山：ありがとうございます。玉泉先生、お願いいたします。 
玉泉：玉泉です。このプロジェクトが始まった 4 年前から実務家として参加させていただ

きました。その中で、内容がどんどん学術的になってきまして、議論を拝聴しまして大

変勉強になりました。ありがとうございました。 
また、森山さんはじめ、現職の監督官の方が非常に勉強されてるのを感心をしまして、

今後、心強く思っているところです。今後もぜひ頑張っていただきたいというふうに思

います。4 年間どうもありがとうございました。 
森山：ありがとうございます。浅田先生、お願いします。 
浅田：浅田です。今日、発言したことに関して、若干補足を、まずしたいと思います。重

複規制について、一番最初に議論されましたが、そのページの下の所に、具体的にエレ

ベーターと建設用リフトについては、建築基準法にも規定があるから、国交省に移管す

べきではないかという……、今、出していただいてます。これです。55 番です。 
森山：55 番でしょうか。 
浅田：それについて、ちょっと具体的な話をしたいと思います。これを主張された気持ち

はすごいよく分かります。ただし、まず第 1 点目に、エレベーターのうち、例えば工事

用エレベーターとか、建設用リフトについては、仮設物ですので。建築基準法はあくま

で本設の構造物、建築物が規制対象としてますので、それが外れてしまうというのが 1
点。 
それと、あと重複規制といっても、対象となる設備が 2 重に規制されてるんじゃなく

て、森山さんが注に書かれてるように、工業的業種のみが労働基準業者が担当している

という種分けになってます。だから、別に規制される側にとっては負担の問題はないと

いうことです。 
なぜ、こういうことを主張されるかというと、実はエレベーター、まず設置届につい

ては、建築確認済証というのを出せば、基本的に設置届を独自に作る必要ないんです。

それと、あと、落成検査も（建築基準法に基づく）検査済証があれば不要になってしま

うと。従って、落成検査にもタッチしてないのに、実は変更検査と使用再開検査は監督

署がやるということになってるので、そういう違和感を覚えられてることが原因かなと

思います。 
ただ、やはり現状できちっと機能して、そういう重複規制の弊害もないので、これは

これでいいと思います。ただし、現行の問題点といえば、構造規格、それぞれ建築基準

法でいう構造規格に相当する基準と労働安全衛生法の基準がほぼ同じなんですけど、ど
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ちらかというと建築基準法の技術基準のほうが速やかに更新されて新しいものに対応し

てるんです。やはりその対応が遅れてるという面では本省に頑張っていただきたいなと

いうのがあります。 
それと、あと費用徴収の話、したんですけど、それはご存じだと思うんですけども、

労災保険法の 31 条の 1 項の 3 号で「事業主が故意または重大な過失により生じさせた業

務災害の原因である事故があった場合は費用徴収することができる」ということで、実

務上の運用としては安衛法違反で、いわゆる検察庁に立件して送った事案のみを対象と

して費用徴収としてるということなので、別に数的には極めて限定されてますので、だ

から保険制度を逸脱するとかいう批判は当たらないと思います。以上が補足したいこと

です。 
あとは、私は途中から参加させていただいたんですけども、諸先生方の大変多岐にわ

たる建設的かつ広範なご議論については、大変感服いたしておりまして、ほんとに参加

させていただいてよかったなと思っております。ほんとに皆さんに感謝いたしたいと思

います。ありがとうございました。以上です。 
三柴：浅田先生、すいません。ちょっと確認です。先ほど言われた、要は使い始めた後の

変更検査とか、使用再開検査とかについては監督署、労働監督のほうが行うけれども、

その前の使う前のほう、落成とか、あるいはその前とか、そちらについては何だってい

うふうにおっしゃったんでしたっけ。 
浅田：建築基準法で、まず建築確認、今、承認審査やって、あと個々の重要な設備につい

ては検査を行います。建築基準法を所管する、いわゆる市町村がです。そこで、エレベ

ーターについては同種の検査を行いますので、そこで検査済証、その検査に合格した証

明書があれば、自動的に労働安全衛生法に基づくエレベーターの検査証を交付します。 
従って、落成検査は監督署はやりません。一方、その後、重要な設備を変更した変更

検査であるとか、有効期間があるんですけども、長期間休止しましたと。有効期間を超

えて休止しました。それを再開しようとする時は、使用再開検査というものが監督署で

行うことになってるんですが、それについては監督署が専管で対応していると、そうい

う意味です。 
三柴：なるほど。先ほど、業種によって、工業的業種であるかどうかによる区分はあると

いう話だったんですが、今のお話はそれとの関係はどのように関わるでしょうか。 
浅田：そもそもが、業種が、ここに、今、映りましたけど、工業的業種に限定されてます。

そこの事業場に設置されたもの。 
三柴：重複の可能性があるのが、その業種に限定された話だってことですね。 
浅田：そういうことです。 
三柴：よく分かりました。ありがとうございます。 
森山：一応、逆に、もっとこれに限定しないでほしいという意見もありました。 
大幢先生、お願いいたします。 
大幢：私、最近あまり出ていなくて大変申し訳ないです。ただ、いろいろメール等のやり

とりで、大変興味深い話題もあって、なかなか出れなくて申し訳なかったんですが。 
私は研究者として、技術的な面、あるいは災害調査なんかも実は行っておりまして、

ある意味、技術的な側面から安衛法ってのを考えたんですが、これ、法律の面で取りか

かったってことは、なかなかなかったので、今回、参加させていただきまして、いろい

ろ貴重な皆さんの知見とかを聞けまして、大変参考になりました。どうもありがとうご

ざいました。 
森山：ありがとうございます。柳川先生、お願いいたします。 
柳川：柳川でございます。私の場合は、数カ月だけ参加させていただいたんですけれども、

その間、よく思ったのが、こういうものがあるんだったら、もっと早くから参加さして

いただいてればよかったなという思いがございますけれども、大変勉強になりました。

ありがとうございました。 
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わが国における労働安全衛生の世界が、これからどうなってくのか分かりませんけれ

ども、私が労働省に入った頃っていうのは、建設会社なんかだと安全衛生業務に従事し

た人というのは、将来の幹部候補生だったりしたんですけれど、今はもう、企業に行く

と露骨に言われます。「安全衛生の担当者ってのは、どちらかというと出世しない人た

ちだよ」ということを、結構露骨に言われるようになってまいりまして、労働災害が高

度経済成長の頃に比べるとかなり激減していることで、企業の意識が変わってきてるの

かなと。 
また、そうは言いつつ、例えば化学物質について申し上げますと、例えば慢性暴露に

関するリスクアセスメントをマトリックス法でやっていますという事業場があったり、

全く分かってないわけです。リスクアセスメントについて全く分かっていないんです。

だとか、有機溶剤を使っていながら、DS2 のマスクを労働者に使わせているという企業

とか、結構、大きな会社です。とか、これ、あんまり言いたくないはないんですけど、

技官の方で、ある日、ペイント作業をマスクをせずにやってる人を見掛けて「おい、何

をやってるんだ」と言って注意したんですけど、その時に「これ、水性ペイントですか

ら」と言ったら「じゃあいいよね」というふうに、ぱっとおっしゃるんです。 
なので、やっぱりそういうところ、まだまだ知識が充実していないのかなということ

は感じてます。この中で、今度の〓ショウセイセイ〓省令改正の影響で、化学物質管理

がどうなっていくんだろうということを非常に関心を持って、これからも見ていきたい

なというふうに思っております。 
安全コンサルタント、衛生コンサルタントが、それで仕事、飯が食えるような社会と

いうのが、実現できないかなというのを、最近、よく思っております。すいません。ま

とまりませんけど、以上です。 
森山：ありがとうございます。では、鎌田先生、お願いいたします。 
鎌田：鎌田です。私ですよね、今、声を掛けていただいたのは。 
森山：はい。 
鎌田：どうもすいません。私は第 10章の監督行政を担当したのですが、私は法律系の教員

としては伝統的な分野を勉強してきましたもんですから、実は安全衛生あるいは安全衛

生法というのはほとんど知識がなかったと言っていいと思うんです。私個人がそうだっ

たっていうことだけではなくて、やはり法律系の教員といえば、恐らく労災は、そもそ

も皆さん、研究されてると思うんですけど、労災補償は。安全衛生ってのは、かなりと

っつきにくい分野、よく分からない分野ということだったと思うんです。 
ですから、第 10章についても、今、一応の原稿は書きましたけど、非常に、この間、

私としてはかなり苦労したというふうに思っております。また、勉強すればするほど、

分からないことが増えてくる。つい最近も、死傷病報告の提出要件のとこで、いろんな

先生方から要件について、森山さんとか、あと柳川さんとか、いろんな方からいろいろ

教えていただいて。玉泉先生とか。ほんとにありがたかったなというふうに思って。ほ

ぼ、もう皆さんに教えてもらったものを文字化する作業をしたというふうに思って。改

めて、また皆さんに感謝したいというふうに。 
プロジェクト全体の感想ということでお話ししたいんですが、私は、今、私だけのこ

とだというわけじゃなくて、やはり法律家、弁護士さんも含めてですが、安全衛生には、

やはりなかなか造詣は深くはなかったと。むしろ、あまりよく知らない方が多いのでは

ないかと思います。 
だから、このプロジェクトの中、それから三柴さんがずっと労働法学会でも頑張って

リードされてきてるんですが、今度、労働法学会でも安全衛生法のシンポジウムで全会

員に問題提起をしたということで、少しずつではありますけれども、労働法学の研究者

あるいは実務家も、安全衛生に関心を持つ方が増えてくるんではないか。 
実際、このプロジェクトでも、若手の方で勉強されてる方が、原稿書かれてる方がい

るので、非常にそういう意味では安全衛生に関する興味を持つ法律家が養成する場にな
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ったのではないかということで、非常に感謝をしたいというふうに思います。 
もう一つは、一方では、議論を聞いてて、技術系、あるいは行政の方の話を聞いてて、

安全衛生ってのは、法律家の観点から言うと、私法的効力とか民事救済とかってことも、

すぐ頭に浮かぶんです。今日もうちょっと話題になりましたけど、労働行政にとどまら

ず、裁判所ってのは、ほとんど民事救済ってのは使ってるので、刑事事件よりも民事救

済のほうが多いので、そういったところで、例えば安衛法の私法的効力とか、民事救済、

どうあるべきか、履行請求含めて、そういったことも、どっかの機会があれば、まさに

専門家の方たちとお話をする機会があればいいなというふうな感想を持ちました。以上

です。ありがとうございました。 
森山：ありがとうございます。すいません。私から皆さんに感謝申し上げるのを、タイミ

ングを逃してたんですけども、最後に三柴先生にお話しいただく前に、私のほうから皆

さんに感謝申し上げたいんですが。 
私は、ある知り合いの産業医の先生から紹介していただきまして、このプロジェクト

に参加させていただいたんですが、大変、私なんか、まだ 10 年も経験がないような形

で、法律の専門でもないので、非常にピントが外れた話を申し上げてるのと、あとは、

あまりしゃべるのがうまくないもんですから、大変皆さんにこういった進行でご迷惑掛

けておりますので、非常に大変申し訳ないと思っております。 
こういうプロジェクトで非常にありがたかったのが、現場にいらっしゃる方と専門家

の方々、専門の、私の印象だと、やはり安全と衛生、非常に分かれているというのがあ

ると思います。そういった方々が一堂に会してお話しされてるっていうのは、私も、私

が参加する前のものも、議事録読んで、非常に興奮しながら読んでおりました。 
それから立法です。立法のご担当の方々とか、あとは監督指導。やはりわれわれと玉

泉先生、篠原先生たちの世代とまた、やはりギャップありますので、そういったものも

非常に勉強になりました。 
先ほど、鎌田先生がおっしゃった私法的効力、民事的効力とか救済っていうのは、監

督機関の是正をどういうふうにすべきかということにも非常に深く関わってくるんじゃ

ないかなと思っておりますんで、その方も、私も勉強続けていきたいなと思っておりま

す。非常に濃密な時間を過ごさせていただきましてありがとうございました。すいませ

ん。 
では、三柴先生、お願いいたします。 

三柴：画面共有します。柳川さんのウェブサイトですが、これ、非常にきれいにまとまっ

た表だなと思って、最後にちょっと出さでて頂こうかと思いました。 
ご覧のとおり、日本の安衛法の歴史っていうのは、ずーっと「労災減らすぞ」という

ことでやってきて、かなり成果を生んだわけです。この間、ずっと国の文化を意識しな

がらリスク管理をやってきたと言っていいと思います。 
いろいろ知恵を働かして、死亡災害は激減してるわけです。休業 4 日以上もかなり減

ってきたと。しかし、ここ最近、休業 4 日以上はちょっと油断したかで微増傾向にある

ということでありまして、何だかんだ、まだ 14万件以上の休業 4日以上災害があるとい

うことですので、このリスク管理という面での安全衛生も決して油断はできないという

ことだと思います。 
他方で、この図は対象にしていませんけれども、昨今の安全衛生政策っていうのは、

私流の解釈では、納得いく働き方とか生き方を支援するというところに目線を移してき

ていると。労働法の方々だと、社会的労働保護って言ってきた分野です。ストレス対策

とかいうと、あるいは生活習慣病対策とかいうと、そこに来てる。そことほぼ一致して

きてるということです。 
これは、個人と組織との相性合わせとかいうことで、ますます面白いけど複雑な課題

を扱うということになってきていると。それを、これまでのリスク管理の経験から得た

知恵を生かして、リスク管理の方法論をベースにしてどこまでできるか、頑張っていき
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ましょうということなんだと思います。 
非常に難しくて幅広いテーマを扱いに掛かっているわけなんですけれども、経営者目

線も持つけども、ちょっとマイナーなんだけど本質を突く、そういうなりわいになって

いくんだろうと思います。 
以前から、現場・制度・学際・国際っていう視野の広さが求められる分野であったこ

とは間違いがなくて、人と文字で化学反応を起こすという分野だと思いますので、実は

ここにご参集いただいた先生方の、この輪自体が大変な価値だというふうに思っていま

す。 
ということで、取りあえず本作りのための勉強会はこれで終わりなのですけれども、

ここで培った人の輪、知恵の輪は、むしろ育てていくという意識でいきたいと思ってお

りますので、引き続きご指導をお願いいたします。ほんとにありがとうございました。

以上です。 
森山：では、これで終わりということですか。 
三柴：はい。そうですね。 
森山：じゃ、皆さん、ありがとうございました。 
○○：失礼します。 
森山：ありがとうございました。 
鎌田：どうもありがとうございました。 
阿部：ありがとうございました。失礼します。 
佐々木：ありがとうございました。失礼します。 
○○：失礼いたします。 
○○：失礼いたします。 
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５ 被験者（受講者）のターゲットの設定、呼びかけ・選定の方法、選定人数 
 ・学会会員への呼びかけ 
 見込み：独立系産業医、独立系社労士、企業内産業医、企業内社労士 
 ＊特に独立系の場合、何を評価指標とするか 
 ・林委員、阿部 obs.、山田 obs.を通じた企業への呼びかけ（派遣担当者／派遣される者：
5～10 社） 
 ・選定数の目安：合計 30？ 
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６ 今後の会合の日程調整（年度内 3 回分） 
 7 月 
 10 月 
 12 月 
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厚労科研・日本産業保健法学会研修効果測定検討委員会 

第 1 回会合 

要点メモ 
 
 2022 年 7 月 6 日（水曜日） 
 午後 8 時から 10 時半 
 於）Zoom 
 
参加者 
 泉  陽子 東北大学メディカル・メガバンク機構教授 
 高橋 朋子 近畿大学教職教育部准教授 
 西本 実苗 神戸女子大学心理学部専任講師 
 林 かおり 中央労働災害防止協会健康快適推進部長 
 三柴 丈典 近畿大学法学部教授 
 森  晃爾 産業医科大学産業生態科学研究所教授（＊事前の意見聴取によるご参加） 
 井上 洋一 愛三西尾法律事務所・弁護士 
 小島 健一 鳥飼総合法律事務所・弁護士 
 渋谷 純輝 合同会社ワンピック・産業医 
 阿部 研二 元中央労働災害防止協会常務理事 
 山田 剛彦 産業医学振興財団審議役 
 川住 幸子 仙台かわすみ産業医事務所・産業医（学会事務局からの特別参加） 
 
1 当日の実施内容 
 研究統括の三柴より、 
 ①本研究会のメンバーの紹介とお願いしたい役割の提案 
  ・全員ご承諾 
  ＊高橋朋子先生には、e-learning システムの操作もお願いすることとなった。今後、川
住幸子先生との受け渡しを行う予定。 
 ②研究事業の趣旨と概要 
  ・最終的には関係者の問題解決能力の向上が一義的目的であること、そのため有効な法
教育手法を開発すること 
 ③欠席された森委員から事前に得られた示唆の紹介 
  ・産業医らは、自己完結的に業務を行うのではなく、ステークホルダーへの働きかけで
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業務を行うことが多いため、教育研修効果として、「質問の仕方」の向上が鍵となること 
 ④主な委員会のタスク 
 ⑤テキスト原案 
 が説明された後、 
 このプロジェクトが最終目標とする問題解決能力の評価指標について議論した。 
 
2 測定指標に関する議論から得られた示唆 
 
・不調者への個別対応で、不調者の就労継続や退職につき、適正かつ有効な約束を交わした
か。 
・不調者対応について、関係者間の話し合いの場を持ち、対応策の発案／決定を促進したか。 
・職域での産業保健に関するルールづくり（修正を含む）に関与したか。 
 促進 
 発案 
 協議への参加 
 個別対応関係 
 組織的対応関係 
・健康づくりに関する組織診断（組織的なアセスメントや分析：ストレスチェックの集団分
析を含む）を、法制度や判例等に基づいて説得し、実施にこぎつけたか（既に実施されてい
る場合には省略）。 
・たとえ履行補助者、外部支援者であっても、トップマネジメントや組織全体に影響力を持
つ要素：①情報、②権限、③スキル 
 ①②③を新たに獲得したか。 
・問題解決を促進する「質問の仕方」が向上したか。 
 
3 次回以後の会合 
 
 第 2 回 10 月 12 日（水曜日） 午後 7 時半から 
 第 3 回 12 月 14 日（水曜日） 午後 7 時半から 
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厚労科研・日本産業保健法学会研修効果測定検討委員会 

第 2 回会合 

開催要項 
 

2022 年 10 月 12 日（水曜日） 
19：30～21：00 

於）Zoom 
 
1 本研究事業の趣旨と概要の説明 
 ・産業保健法と産業安全法の双方の研修を所掌 
 ただし、今回は産業保健法学研修について議論する。 
 ・関係者の問題解決能力（予防＋事後解決）の向上が一義的目的 
 
2 メンバーの紹介 
 （あいうえお順） 
【学識者・学会運営者】 
 泉  陽子 東北大学メディカル・メガバンク機構教授 
  統計学、厚生労働科学研究制度に関する専門的見地、学会の予算管理の見地からの調査
の計画と実施に関する提言等 
 高橋 朋子 近畿大学教職教育部准教授 
  教育工学、e-learning システムの観点からの講座カリキュラム作成・調査計画への提言
等 
 西本 実苗 神戸女子大学心理学部専任講師 
  調査の具体的設計、データ採取・分析、報告書のコンテンツの作成、カリキュラム作成・
調査計画への提言等 
 林 かおり 中央労働災害防止協会健康快適推進部長 
  カリキュラム作成・調査計画への提言、被験者（受講者）派遣企業の紹介、連絡等 
 三柴 丈典 近畿大学法学部教授 
  調査統括、質問文原案作成等 
 森  晃爾 産業医科大学産業生態科学研究所教授 
  産業保健にかかる問題解決／課題達成に必要な産業保健者のコア・コンピテンスの同
定、効果的な教育研修プログラムの設計への提言等 
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【研修委員会】 
 ＊今後の学会研修での活用を見越しての講座カリキュラム作成・調査計画への提言等（特
に効果、可能な技術、予算との関係を意識して） 
 井上 洋一 愛三西尾法律事務所・弁護士 
 小島 健一 鳥飼総合法律事務所・弁護士 
 渋谷 純輝 合同会社ワンピック・産業医 
 
【企業関係者（被験者＜受講者＞派遣）】 
 ＊特に、調査の項目、対象、方法についての提言 
 
【協力委員】 
 阿部 研二 元中央労働災害防止協会常務理事 
 山田 剛彦 産業医学振興財団審議役 
 
 
【事務】 
 早川 智栄 日本産業保健法学会 
 徳永 文子 同上（厚労科研中心） 
 
３ 主な委員会のタスク 
 
 ・問題解決能力及びそのコンピテンシーの同定、 
 ・それを習得するための知識ラダーの設計、 
 ・現在構想されているカリキュラム及びテキストのアレンジ、 
 ・講師教育の設計・実践、 
 ・受講者の受講動機の調査、受講直後の認識の測定、 
 ・受講者の所属先での本人及び周囲へのフォローアップ調査、結果の分析 
 
４ 前回の議論と示唆の確認 
 
【資料】 
 
5 研修講座のアンケートの確認 
 産保法研の時に比べ、受講動機の“将来への備え”が増えている。 
 
【資料】 

－3481－



 
6 カリキュラム 
6．1 1 コマの時間 
 学会の研修講座（e-learning）は 60-70 分 
 この講座では、150 分／コマではいかがか 
 2.5 時間×2／日 
 土日 
 来年 4 月～半年程度（月 1 回ベース） 
 
6．2 内容と回数 
 1）現在の学会の研修講座（無償譲渡を受ける） 
 

2）＋産業保健と法（1）、産業安全と法（1）（座学：最初は三柴）？ 
 テキスト 
  判例と監督指導の実際を中心とする 
  両者ともに労働大学校用の資料ではどうか 
 
 ＊高齢者の安全等も入れていけるだろう 
 ＊保健だけだと背骨が入らないのでは 
 ←→ 
 ＊製造業等に関わらない産業医も多い 
 
【資料】 
 
 3）＋労働災害の失敗学～多職種で事件を考える～ 
多職種事例検討（産業保健事件編）（5）？ 

  未然防止策・事後解決策についてこのグループで予め課題を立てて、検討する方式では
どうか 
  コメンテーター：法律系、産業保健系、人事系、心理系 
  人選・委嘱 法律系（小島）、産業保健系（渋谷）、人事系（阿部）、心理／精神科系（三
柴） 
 
多職種事例検討（産業安全事件編）（3）？ 

  未然防止策・事後解決策についてこのグループで予め課題を立てて、検討する方式では
どうか 
  コメンテーター：法律系、産業保健系、人事系、心理系、安全・衛生工学系 
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  人選・委嘱 法律系（三柴？）、産業保健系（森？）、人事系（林？）、心理系（）、安全・
衛生工学系（） 
 
 4）＋察し方、尋ね方 
 有効な研修方法は？講義と実技指導？ 
復職判定委員会の司会で求められる集団的調整（コーディネート）力編（1）、個別対応編

（1） 
ネガティブ講座（NG、あるあるパターンで笑い合う）ならニーズもあるし、短時間でも

可能では？ 
 →森先生に講師紹介を依頼する（コーチングスキルも参考に産業医のロールプレーを見
るところから始める等はいかが？）？ 
 
 5）＋想定事例を用いたディベート（1） 
 GW で主張内容を考え、代表が登壇し、口火を切って、その後、随意の発言を求める全員
参加方式ではどうか？ 
未然防止策・事後解決策の検討も行うことではどうか 

 
7 被験者（受講者）のターゲットの設定、呼びかけ・選定の方法、選定人数 
 ・学会会員への呼びかけ 
 見込み：独立系産業医、独立系社労士、企業内産業医、企業内社労士 
 保健師・看護師（両方。応募者なしなら仕方ない）、心理職（資格は問わない） 
 弁護士（小島おさそい） 
 
 ＊特に独立系の場合、何を評価指標とするか 
 ・林委員、阿部 obs.、山田 obs.を通じた企業への呼びかけ（派遣担当者／派遣される者：
5～10 社） 
 ・選定数の目安：合計 30？ 
 
8 今後の会合の日程調整（年度内 3 回程度） 
 12 月 14 日（水曜日） 午後 7 時半から 
2023 年 
  3 月 15 日（水曜日） 
  6 月 14 日（水曜日） 

10 月 要調整 
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厚労科研・日本産業保健法学会研修効果測定検討委員会 

第 2 回会合 

要点メモ 
 
 2022 年 10 月 12 日（水曜日） 
 19:30-21:30 
 於）Zoom 
 
参加者 
 泉  陽子 東北大学メディカル・メガバンク機構教授 
 高橋 朋子 近畿大学教職教育部准教授 
 西本 実苗 神戸女子大学心理学部専任講師 
 三柴 丈典 近畿大学法学部教授 
 井上 洋一 愛三西尾法律事務所・弁護士 
 小島 健一 鳥飼総合法律事務所・弁護士 
 渋谷 純輝 合同会社ワンピック・産業医 
 阿部 研二 元中央労働災害防止協会常務理事 
 山田 剛彦 産業医学振興財団審議役 
 
1 冒頭でのリマインド 
 研究統括の三柴より、 
 ①本研究会のメンバーの紹介とお願いしたい役割 
 ②研究事業の趣旨と概要 
  ・最終的には関係者の問題解決能力の向上が一義的目的であること、そのため有効な法
教育手法を開発すること 
 ③主な委員会のタスク 
 が改めて説明された。 
 
2 前回の議論を踏まえた研修効果測定指標の議論 
 前回の議論を踏まえて統括者（三柴）が起案した研修効果測定指標について、改めて議論
し、以下の暫定案となった。 
 
 ・不調者への個別対応で、不調者の就労継続や退職につき、適正かつ有効な約束を交わし
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たか（有効に機能すれば、口約束や文字の合意も含む）。 
 仮にそのような機会に遭遇していなくても、実際にそのような場面に遭遇したら、できる
と思うか。 
 
・不調者対応について、関係者間の話し合いの場を持ち、対応策の発案／決定を促進した

／しているか。 
 仮にそのような機会に遭遇していなくても、実際にそのような場面に遭遇したら、できる
と思うか。 
 
・職域での産業保健に関するルールづくり（修正を含む）に関与した／しているか。 

 促進 
 発案 
 協議への参加 
 仮にそのような機会に遭遇していなくても、実際にそのような場面に遭遇したら、できる
と思うか。 
 
 ＊個別対応関係か組織的対応関係かは区分 
 
・健康づくりに関する組織診断（組織的なアセスメントや分析：ストレスチェックの集団

分析を含む）を、法制度や判例等に基づいて説得し、実施にこぎつけた／ているか（「既に
実施されていた」の回答も準備する）。 
 仮にそのような機会に遭遇していなくても、実際にそのような場面に遭遇したら、できる
と思うか。 
 
・たとえ履行補助者、外部支援者であっても、トップマネジメントや組織全体に影響力を

持つ要素：①情報、②権限、③スキル 
 ①②③を新たに獲得したか。 
 
・問題解決を促進する「質問の仕方」が向上したか／しつつあるか。 
 
・トラブル（のおそれがある状況）への介入に（慎重ながら）自信をもって取り組めそう

か。 
 
・産業保健に関する自分の業務により、組織（一定数の労働者）の労働生産性があがりそ

うか。 
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＜留意事項＞ 

・でき・ふできの自己評価を 5 段階程度で尋ねる 
  
 ・para-meter 
定型的にできたのか／臨機応変に（創造的に）できたのか 

 一人でできたのか／相談してできたのか 
 を確認する。ただし、全問について細分化すると、回答、整理・分析共に複雑になるの
で、全般にわたってどうだったかを確認するなど簡素化する。 
 
 ・before/after を両方聞く。 
 双方で、「やれそうな気がする」という主観を聞く。 
 
 ・教育工学では、「現にしているか」を尋ねる傾向がある。ただし、場面によるので、
その前提で質問の仕方を再度見直す。 

 
 
3 カリキュラムの検討 
 ・1 コマの時間は 150 分とする 
 ・150 分×2 コマ／日とする 
 ・基本的に土日に開催する 
 ・来年 4 月から半年程度かけて実施する 
 ・最初（4.22）と最後（9.2）の回のみ現地（東京）での開催として顔合わせを行い、あと
は Zoom でブレイクアウトルーム等を用いて実施する。 
 ・産業保健の失敗学～多職種で事件を考える～ 
 受講者が職種が分散するように構成されたグループに分かれ、個々の事件につき、立場を
とって主張を交わすと共に、問題解決策（未然防止策と事後解決策）を議論する。最後に、
多職種のコメンテーターが、それぞれの専門の立場から、問題解決策につきコメントする。 
 コメンテーターは、 
 法律系（小島委員委嘱） 
 産業保健系（渋谷委員委嘱） 
 人事系（阿部 Obs.委嘱） 
 心理／精神科系（三柴委員委嘱） 
 とする。 
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 2022.3.1-4.21 動画研修（学会から無償譲渡を受けた e-learning 動画を用いた自宅学
習） 
 4.22 ① 13:00-18:30（途中休憩 30 分） 
  前半）産業保健と法の概論：三柴 
  後半）国・京都上労基署長（島津エンジニアリング）事件（大阪高裁 R2.7.3 労働判
例 1231.92））を用いたワーク 
 5.27 ② 13:00-18:30（途中休憩 30 分） 
  前半）NTT 東日本北海道支店事件（最１小 H20.3.27 労判 958.5）を用いたワーク 
  後半）横河電機（SE・うつ病）事件（H25.11.27 労判 1091.42）を用いたワーク 
 6.24 ③ 13:00-18:30（途中休憩 30 分） 
  前半）シュプリンガー・ジャパン事件（東京地裁 H29.7.3 労判 1178 号 70 頁）を用
いたワーク 
  後半）黒木宣夫教授選定事件を用いたワーク 
  事例報告者：黒木宣夫教授 
 7.22 ④ 13:00-18:30（途中休憩 30 分） 
  察し方・尋ね方を考える 
  ＊コーチングスキルを活用し、産業医のロールプレーを見せるところから始めるこ
とも考えられる 
  ＊短時間なので、NG あるあるパターンを中心とした構成も考えられる 
  ＊森委員に内容とファシリテーターにつき相談する。 
  前半）復職判定委員会の司会で求められるコーディネート力編 
  後半）個別対応編 
 9.2 ⑤ 13:00-18:30（途中休憩 30 分） 
  前半）前田道路事件高松高判（H21.4.23 労判 990.134）を用いたワーク 
  後半）想定事例を用いたディベート（第 2 回大会模擬裁判用） 
  ＊GW で主張内容を考え、代表が登壇し、口火を切って、その後、随意の発言を求め
る全員参加方式。未然防止策・事後解決策の検討も行う。 

 
 
4 被験者 
 選定数の目安：30 名 
 1）非学会会員 
 企業の人事／安全衛生担当者につき、林委員、阿部 Obs.、山田 Obs.で委嘱して頂く。 
  ＊産業医等の専門職は除く 
  ＊適任者は本委員会の委員となって頂く 
  ＊無償だが、調査協力（受講後の変化に関する数回のアンケート調査等）が必要なこと
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につき、予め了解を得る。 
 2）学会会員 
 呼びかけて、応募者の中から、 
  独立系産業医、独立系社労士、企業内産業医、企業内社労士、保健師・看護師（できれ
ば双方）、心理職（資格は問わない） 
 を依頼する。 
 
5 次回以後の会合 
 
 第 3 回 12 月 14 日（水曜日） 午後 7 時半から 
2023 年 
 第 4 回 3 月 15 日（水曜日）  午後 7 時半から 
 第 5 回 6 月 14 日（水曜日）  午後 7 時半から 
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厚労科研・日本産業保健法学会研修効果測定検討委員会 

第 3 回会合 

開催要項 
 

2022 年 12 月 14 日（水曜日） 
19：30～21：00（最長 21：30） 

於）Zoom 
 

1 本研究事業の趣旨と概要の説明 

 ・この委員会は産業保健法と産業安全法の双方の研修を所掌 
 ただし、一部のメンバーは前者（産業保健法学研修）のみを議論する。 
 ・関係者の問題解決能力（予防＋事後解決）の向上が一義的目的 
 ・成果は国に報告すると共に、先ずは当学会で実践する。 
 

2 メンバーの紹介 

 （あいうえお順） 

【学識者等】 

 泉  陽子 東北大学メディカル・メガバンク機構教授 
  統計学、厚生労働科学研究制度に関する専門的見地、学会の予算管理の見地からの調査
の計画と実施に関する提言等 
 高橋 朋子 近畿大学教職教育部准教授 
  教育工学、e-learning システムの観点からの講座カリキュラム作成・調査計画への提言
等 
 西本 実苗 神戸女子大学心理学部専任講師 
  調査の具体的設計、データ採取・分析、報告書のコンテンツの作成、カリキュラム作成・
調査計画への提言等 
 林 かおり 中央労働災害防止協会健康快適推進部長 
  カリキュラム作成・調査計画への提言、被験者（受講者）派遣企業の紹介、連絡等 
 三柴 丈典 近畿大学法学部教授 
  調査統括、質問文原案作成等 
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 森  晃爾 産業医科大学産業生態科学研究所教授 
  産業保健にかかる問題解決／課題達成に必要な産業保健者のコア・コンピテンスの同
定、効果的な教育研修プログラムの設計への提言等 
 

【企業関係者】 

 ＊人事関係の受講者の派遣またはご自身での受講（アドバイザリーを除く）及び調査の項
目、対象、方法についての提言 
 アドバイザリー 
熊谷 明男 元日立ソリューションズ 人事総務部長 

 
 委員（あいうえお順） 
 岩井 龍人 公益財団法人佐々木研究所附属杏雲堂病院 
 岩村 和典 ニッポン高度紙工業株式会社 
 海野 賀央 SCSK 株式会社 
 国分 茂行 株式会社メディヴァ 
 境  浩史 島津製作所 
 菅野 博之 株式会社華為（ファーウェイ） 
 深田 浩嗣 阪急阪神マーケティングソリューションズ株式会社 
 

【学会研修委員会】 

 ＊今後の学会研修での活用を見越しての講座カリキュラム作成・調査計画への提言等（特
に効果、可能な技術、予算との関係を意識して） 
 井上 洋一 愛三西尾法律事務所・弁護士 
 小島 健一 鳥飼総合法律事務所・弁護士 
 渋谷 純輝 合同会社ワンピック・産業医 
 

【協力委員】 

 阿部 研二 元中央労働災害防止協会常務理事 
 山田 剛彦 産業医学振興財団審議役 
 

【事務】 

 早川 智栄 日本産業保健法学会 
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 今後、事務支援業者が加わる予定 
 

３ 主な委員会のタスク 

 
 ・問題解決能力及びそのコンピテンシーの同定、 
 ・それを習得するための知識ラダーの設計、 
 ・現在構想されているカリキュラム及びテキストのアレンジ、 
 ・講師の選定、できれば講師教育の設計・実践、 
 ・効果測定（受講者の受講動機、受講直後の認識、受講者の所属先での本人及び周囲での
評価の変化等）、結果の分析 
 

４ 本日の審議事項 

 1）カリキュラム等 
 2）効果測定指標 
 3）委員の研修会参加費用（交通費・宿泊費）の補助 
 ＊研究運営側としてであれば、班会議と同様に支給可能 
 4）受講者（被験者）のメリット 
 ＊知識、人脈、学会認定資格の単位でよいか 
 5）受講者（被験者）候補への説明文書（調査概要含む） 
＊文案あり。本日の議論を踏まえて、プロジェクト運営者及び事務局一任でよいか。 

 

4．1 カリキュラム等 

 ・1 コマの時間は 150 分とする 
 ・150 分×2 コマ／日とする 
 ・基本的に土日に開催する 
 ・来年 4 月から半年程度かけて実施する 
 ・最初（4.22）と最後（9.2）の回のみ現地（東京）での開催として顔合わせを行い、あと
は Zoom でブレイクアウトルーム等を用いて実施する。 
 ・統一テーマを「産業保健の失敗学～多職種で事件を考える～」として、 
 受講者が職種が分散するように構成されたグループに分かれ、 
個々の事件につき、問題解決策（未然防止策と事後解決策）を議論する。 
最後に、多職種のコメンテーターが、それぞれの専門の立場からコメントする。 

 ・コメンテーターは、 
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 法律系、産業医、精神科医 
 で構成する。 
 
 22002222..33..11--99..22 動画研修（学会から無償譲渡を受けた e-learning動画を用いた自宅学習） 
 ＊ただし、3，4 月の受講を推奨する。 
 
 44..2222  ＜＜第第 11 回回＞＞ 13:00-18:30（途中休憩 30 分） 
  前半）産業保健と法の概論：三柴 
  後半）国・京都上労基署長（島津エンジニアリング）事件（①①）（大阪高裁 R2.7.3 労
働判例 1231.92））を用いたワーク 
 
 55..2277  ＜＜第第 22 回回＞＞ 13:00-18:30（途中休憩 30 分） 
  前半）NTT 東日本北海道支店事件（最１小 H20.3.27 労判 958.5）（②②）を用いたワ
ーク 
  後半）横河電機（SE・うつ病）事件（H25.11.27 労判 1091.42）（③③）を用いたワー
ク 
 
 66..2244  ＜＜第第 33 回回＞＞ 13:00-18:30（途中休憩 30 分） 
  前半）シュプリンガー・ジャパン事件（東京地裁 H29.7.3 労判 1178 号 70 頁）（④④）
を用いたワーク 
  後半）黒木宣夫教授選定事件を用いたワーク 
  事例報告者：黒木宣夫教授 
 
 77..2222  ＜＜第第 44 回回＞＞ 13:00-18:30（途中休憩 30 分） 
  察し方・尋ね方を考える 
  ＊コーチングスキルを活用し、産業医のロールプレーを見せるところから始めるこ
とも考えられる 
  ＊短時間なので、NG あるあるパターンを中心とした構成も考えられる 
  ＊森委員に内容とファシリテーターにつき相談する。森委員による講師の推薦が難
しい場合、委員会で講師を検討し、適任者がみつからない場合、他の回と同様に事件を素
材とした検討を行う。 
  前半）復職判定委員会の司会で求められるコーディネート力編 
  後半）個別対応編 
 
 99..22  ＜＜第第 55 回回＞＞ 13:00-18:30（途中休憩 30 分） 
  前半）前田道路事件高松高判（H21.4.23 労判 990.134）（⑤⑤）を用いたワーク 
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  後半）想定事例を用いたディベート（第 2 回大会模擬裁判用） 
  ＊GW で主張内容を考え、代表が登壇し、口火を切って、その後、随意の発言を求め
る全員参加方式。未然防止策・事後解決策の検討も行う。 

 
 ＊講師内諾者、会場は別紙（個人情報があるため投影にとどめる）。 
 ＊事件の報告者は、三柴より関係者に依頼することで良いか 
 

4．2 被験者（受講者）、呼びかけ・選定の方法、選定人数 

 ・被験者（受講者）：フォーカスグループは合計 25～35 人ではどうか 
・人事関係者 

 人事関係委員からの推薦 
 1－3 人／委員ではどうか。 
 ・学会会員への呼びかけ 
  ア ベースライン合わせのため、既研修受講者は外す 
  イ 職種を分散させる 
   独立系産業医 
   独立系社労士 
   企業内産業医（専属等） 
   企業内社労士 
   保健師・看護師 
   心理職（資格の有無・種類は問わない） 
   その他（安全・衛生管理者、コンサルタント等） 
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【2022 年はじめ頃の会員内訳】 

 

 
 

4．3 委員への補助と受講者（被験者）のメリット 

 

一一社社））日日本本産産業業保保健健法法学学会会学学会会員員内内訳訳
産業医 267

医師 175

看護師 37

保健師 87

心理職 139

社会保険労務士 116

弁護士 19

研究者・教育者 61

経営者 33

������� 34

������� 33

労働衛生コンサルタント 57

大学院生・大学生 20

その他 49

一一社社））日日本本産産業業保保健健法法学学会会学学会会員員内内訳訳
2020年11月～2021年12月

10 40

444

63
143

23 10 51 2
0

100
200
300
400
500

地方別会員数 北海道 10 石川県 4 岡山県 4

青森県 2 福井県 2 広島県 12

岩手県 2 山梨県 3 山口県 5

宮城県 28 長野県 8 徳島県 3

秋田県 2 岐阜県 5 香川県 0

山形県 3 静岡県 10 愛媛県 5

福島県 3 愛知県 27 高知県 2

茨城県 12 三重県 5 福岡県 33

栃木県 6 滋賀県 7 佐賀県 2

群馬県 5 京都府 31 長崎県 1

埼玉県 24 大阪府 66 熊本県 6

千葉県 23 兵庫県 27 大分県 1

東京都 296 奈良県 3 宮崎県 2

神奈川県 78 和歌山県 4 鹿児島県 2

新潟県 4 鳥取県 1 沖縄県 4
富山県 0 島根県 1 無記入 2
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【厚労科研制度の要点】 

 
1）交通費について 
 厚労科研の旅費支給対象者は、研究代表者、研究分担者、研究協力者、講師等となって
いる（厚労科研の事務処理要領） 
 このため 
 ア 委員会委員は分担者 or 協力者になっていると思われるので支給可能 
 イ 厚労科研では一般的には被験者への交通費は認められない。 
  受講者全員を協力者扱いにすれば支給可能だが、顕名となるうえ、支給する以上全
員となるので、35 人の旅費計算と支給業務の事務負担が大きい。 
 ウ 旅費の積算には学会の旅費規程を準用できる。 
 
2）謝金について 
 ア 委員会委員は、科研制度上の分担研究者には支払い不可、協力者には可 
 イ 受講者については可。ただし、一般に薄謝なので、殆ど誘因にならず、事務手続き
負担との関係でコスパが合わない。 
 （事務処理要領には、治験協力者への謝金支払いが、例示されている。 
  協力内容を勘案し妥当な単価を設定とされている。） 

 
 ・委員については、委員会会議出席については交通費と謝金 1 万円、講座受講を希望する
場、交通費のみを支給する、 
 ・被験者（受講者）については、 
受講料は無償とし、 

 知識、人脈、学会認定資格の単位をメリットと考える前提で、 
 交通費、謝金等の補助は行わない、 
 という方針でよいか。 
 

4．4 受講者（被験者）候補への説明文書（調査概要含む） 

既に文案あり。本日の議論を踏まえて、プロジェクト運営者及び事務局一任でよいか。 
 

4．5 効果測定指標 

 ・前回までの議論を踏まえ、高橋委員が整理 
→別紙（「産業保健法学研修における到達目標」）参照 
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5 今後の会合の日程調整（年度内 3 回程度） 

2023 年 
  3 月 15 日（水曜日） 
  6 月 14 日（水曜日） 

10 月 18 日（水曜日）ではどうか 
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厚労科研・日本産業保健法学会研修効果測定検討委員会 

第 3 回委員会の決議事項等 
 
 

2022 年 12 月 14 日（水曜日） 
19：30～21：00（最長 21：30） 

於）Zoom 
 

1，開催要項に関する情報共有 

 1（本研究事業の趣旨と概要） 
 2（メンバーと役割） 
 3（主な委員会のタスク） 
 4（本日の審議事項） 
 について、三柴から説明し、共有された。 
 

2，カリキュラム案（開催要項 4．1）と対象等（同 4．2）について 

 原案通り了承された。 
 ただし、習得した知識の定着化のため、レポートの提出等が望ましい旨の意見があった。 
 西本委員より、テキストマイニング等により、学習効果を測る方法もある旨の示唆があっ
たことも受け、受講者に全講座の終了時に学習内容と活用に関する簡単なレポートの執筆
をお願いすることとした。 
 体系的な学習に慣れていない人事労務部員にとって重たい内容との意見もあったが、見
込まれる学習効果との関係では、産業保健関係者はもちろん、人事労務部員にとっても有益
との評価で概ね一致をみた。 
 

3，委員への補助と受講者（被験者）のメリットについて 

 委員：会議出席謝金 1 万円＋交通費実費 
 委員が自ら講習を受講する場合も交通費実費支給 
 とすること、 
 
 受講者（被験者）：交通費・謝金は支給せず、 
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 知識、人脈、学会認定資格単位の認定 
 の 3 つをメリットと考えて頂くこと、 
  
 につき了解を頂いた。 
 

4，会員に発信する受講者募集文面（講座内容とかかる負担の概要を含む）につ

いて 

 プロジェクト運営者及び事務局に一任された。 
 

5，効果測定指標について 

 高橋委員より、ガニェによる学習成果の 5 分類が示された（以下の説明は三柴の理解）。 
 ①言語情報：課題に関する教科書的な文字情報 
 ②知識技能：実践に応用できるよう、①を整理した体系的知識 
 ③認知的方略：①②④⑤を踏まえ、実際の問題解決ができる技能 
 ④運動技能：脊髄反射的に対応する心身のパターン認識 
 ⑤態度：課題に向き合う基本姿勢や価値観 
 
 本プロジェクトでの問題解決能力は、そのうち認知的方略（情報を踏まえて実践）に当た
り、①②④⑤がそれを支えることになるので、考案された指標ごとにそれらを検討する必要
があるが、指標によって、全てを満たす必要はないことが説明された。 
  
 その前提で、第 2 回会議までの議論を踏まえて考案された以下の指標について、全ての
指標の必要性は同意された上で、以下の意見が述べられた。 
 

1．不調者の就労継続や退職につき，適正かつ有効な約束を交わす能力を身につけている。 
 →実務的には（会社の思う方向に誘導するため）本音を隠しながらの合意形成になる
面もあるため、5 分類のうち①をベースとして、傾聴姿勢や提案などが必要となる点で
は、②⑤との関係が深いだろう。 
 
2．不調者対応について，関係者間の話し合いの場を持ち，対応策を発案する力を身につ
けている。 
 →企業等によっては、話し合いの場を設定すること自体が困難かつ有用なので、下線
部を個別の指標化すべきではないか。 
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3．職域での産業保健に関するルールづくりを促進，発案，協議する力を身につけている。 
 →当初案どおり、「ルールづくり（修正案を含む）」とすべきではないか。 
 
4．健康づくりに関する組織診断（組織的なアセスメントや分析：ストレスチェックの集
団分析を含む）を，法制度や判例等に基づいて説得し，実施する力を身につけている。 
 →組織内で法情報を踏まえたやりとりは殆ど行われないし、ハレーションを生むこと
もあるので、下線部を、「法制度や判例等を踏まえて」に修正すべきではないか。 
 
5．トップマネジメントや組織全体に影響力を持つ要素（①情報，②権限，③スキル）を
獲得する力を身につけている。 
 →下線部の権限を得られるかは、就労する企業等による課題の重要性認識などにも左
右されるので、それにつながり得る周囲の評価の変化等も指標とすべきではないか。 
 
6．問題解決を促進する質問力を身につけている。 
 →1 にもつながり得るが、個別的で繊細なコミュニケーションの力を示すものである。 
 
7．トラブルへの介入に（慎重ながら）自信をもって取り組める力を身につけている。 
 →主観の確認であり、特に修正の必要なし。 
 
8．組織（一定数の労働者）の労働生産性をあげるための産業保健に関する自分の業務を
見直し，改善案を示している。 
 →「労働生産性」がキーワードと思われ、定量化が可能となり得る点で 1～7 とは異質
だが、1～7 を踏まえた多義的かつ包括的な意味合いになるのではないか。 
 また、積極的に労働生産性を向上させるのみでなく、疾病罹患者の回復支援、秩序違反
行動の抑制など、マイナスをゼロにする行動も評価対象となるのではないか。 

 
 ＊会議後、熊谷アドバイザリーより、 
 （産業保健に関する問題についての）リスクの察知（発見）力、それを関係者と共有する
ためのネットワーク形成力 
 も重要との指摘があった。 
 

6，今後の会合の日程 

2023 年 
  3 月 15 日（水曜日） 
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  6 月 14 日（水曜日） 
10 月 18 日（水曜日） 

 を指定させて頂いた。 
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【産業保健法学研修における到達目標】

・ガニェによる学習成果の 分類（評価や支援方法の差異に基づいて学習目標を分類した枠組み）を

用いて，研修における到達目標を整理する。その目的は，

・研修における内容および方法と，評価の一体化を図る

・研修のゴールに対して，参画者の共通理解（共有ビジョンの獲得）を図る

本研修での一義的到達目標は，関係者の問題解決能力（予防 事後解決）の向上である。調査項目は，

．不調者への個別対応で不調者の就労継続や退職につき，適正かつ有効な約束を交わしたか，できると

思うか

．不調者対応について，関係者間の話し合いの場を持ち，対応策の発案／決定を促進した／しているか，

できると思うか

．職域での産業保健に関するルールづくり（修正を含む）に関与した／しているか。促進，発案，協議

へ参加をしているか，できると思うか

．健康づくりに関する組織診断（組織的なアセスメントや分析：ストレスチェックの集団分析を含む）

を，法制度や判例等に基づいて説得し，実施にこぎつけた／ているか，できると思うか

．たとえ履行補助者，外部支援者であっても，トップマネジメントや組織全体に影響力を持つ要素：①

情報，②権限，③スキル ①②③を新たに獲得したか。

．問題解決を促進する「質問の仕方」が向上したか／しつつあるか。

．トラブル（のおそれがある状況）への介入に（慎重ながら）自信をもって取り組めそうか。

．産業保健に関する自分の業務により，組織（一定数の労働者）の労働生産性があがりそうか。

上記の調査項目を踏まえて，研修における到達目標を考えると，（検討）例えば

．不調者の就労継続や退職につき，適正かつ有効な約束を交わす能力を身につけている。

．不調者対応について，関係者間の話し合いの場を持ち，対応策を発案する力を身につけている。

．職域での産業保健に関するルールづくりを促進，発案，協議する力を身につけている。

．健康づくりに関する組織診断（組織的なアセスメントや分析：ストレスチェックの集団分析を含む）

を，法制度や判例等に基づいて説得し，実施する力を身につけている。

．トップマネジメントや組織全体に影響力を持つ要素（①情報，②権限，③スキル）を獲得する力を身

につけている。

．問題解決を促進する質問力を身につけている。

．トラブルへの介入に（慎重ながら）自信をもって取り組める力を身につけている。

．組織（一定数の労働者）の労働生産性をあげるための産業保健に関する自分の業務を見直し，改善案

を示している。
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学習成果（研修実施前は到達目標にあたる）を，支援の仕方や評価方法で分類すると 種類あげられ

る。（ロバート・ ・ガニェ他， インストラクショナルデザインの原理）

ガニェによる学習成果の 分類とは

言語情報 知識技能 認知的方略 運動技能 態度 

性質：指定されたもの

を覚える，宣言的知

識，再生的学習 

性質：規則の未知の

事例に適用する力，

手続き的知識 

性質：自分の学習過程

を効果的にする力，学

習技能 

性質：筋肉を使っ

て体を動かす，コ

ントロールする力 

性質：ある物事や状

況を選ぼう／避けよ

うとする力 

規則やルール自体 

・製品情報を覚える 

・作業手順を覚える 

規則やルールの適用 

・トラブルシューティン

グする 

・顧客の特徴に応じ

てセールストークを

使い分ける 

学び方，学習方略 

認知的領域において高

次なレベルで，長期的

な練習が必要 

・新しい業務を効率的

に学ぶ 

技能，達人技 

・ピアノの上達 

・スピード，タイミン

グ 

・正確性 

関心・意欲・態度 

価値観の変容 

揺さぶりと深化が期

待できる 

例）黄金比を覚える 

作り方を覚える 
 ・ 
 ・ 
 ・ 

例）素材によって処

理の仕方を変える 
 ・ 
 ・ 
 ・ 
 

例）料理ができる（ように

なる）力を身につける 
 

※認知的方略だけが育
成されるわけではない。
他の要素と関連しあい
向上する。 

例）素早くきれい

に切る 
 ・ 
 ・ 
 ・ 

例）好きな味にする

か健康志向か 
 ・ 
 ・ 
 ・ 

例）支援方法 

類似性や特徴を整理 

関連する知識を提供 

例）評価方法 

提示した情報を再生

できるかどうか 

例）支援方法 

誤りやすい箇所の指

摘 

例）評価方法 

未知の例に適用でき

るかどうか 

例）支援方法 

学習過程を振り返り課

題を明確にする 

例）評価方法 

学習過程の観察や自己

描写のレポート 

例）支援方法 

手本を見せる，良

い例，悪い例示す 

例）評価方法 

実演する 

例）支援方法 

疑似体験，意見交換 

他の論を紹介 

例）評価方法 

行動観察，行動の意

図を表明する 

例えば調査項目 ．問題解決を促進する「質問の仕方」が向上したか／しつつあるか。

→ 研修での到達目標：問題解決を促進する質問力を身につけている（認知的方略）

言語情報 知識技能 認知的方略 運動技能 態度 

質問の方法，手順，配

慮することを覚える。 

NGあるある質問の仕

方を認識する。 

不調者の特徴に応じ

て質問を使い分け

る。 

各自の職場など新た

な場面で問題解決を

促進する「質問する

力」を身につける。

（到達目標） 

問題を解決するため

の質問を行う。（ロー

ルプレイなど，知識

とできるかは異なる） 

コンプライアンスを

遵守する。 

守秘義務を守る。 

支援方法 

 

評価方法 

支援方法 

 

評価方法 

 

支援方法 

 

評価方法 

支援方法 

 

評価方法 

支援方法 

 

評価方法 

認知的方略を踏まえて他に必要となる学習目標を検討する。それぞれの要素に設定された学習目標に

応じて，研修での支援（やり方）や確認テストや課題などの評価方法を検討することができる。
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言
語
情
報

知
識
技
能

認
知
的
方
略

運
動
技
能

態
度

性
質
：
指
定
さ
れ
た
も
の
を
覚
え
る

宣
言
的
知
識
，
再
生
的
学
習

性
質
：
規
則
の
未
知
の
事
例
に
適

用
す
る
力
，
手
続
き
的
知
識

性
質
：
自
分
の
学
習
過
程
を
効

果
的
に
す
る
力
，
学
習
技
能

性
質
：
筋
肉
を
使
っ
て
体

を
動
か
す
，
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
力

性
質
：
あ
る
物
事
や
状
況

を
選
ぼ
う
／
避
け
よ
う
と

す
る
力

・
不
調
者
へ
の
個
別
対
応
で
不
調
者
の
就
労
継
続
や
退
職
に
つ
き
，
適
正
か
つ

有
効
な
約
束
を
交
わ
し
た
か
，
で
き
る
と
思
う
か

（
到
達
目
標
：
不
調
者
の
就
労
継
続
や
退
職
に
つ
き
，
適
正
か
つ
有
効
な
約
束

を
交
わ
す
能
力
を
身
に
つ
け
て
い
る
）

・
不
調
者
対
応
に
つ
い
て
，
関
係
者
間
の
話
し
合
い
の
場
を
持
ち
，
対
応
策
の

発
案
／
決
定
を
促
進
し
た
／
し
て
い
る
か
，
で
き
る
と
思
う
か

（
到
達
目
標
：
不
調
者
対
応
に
つ
い
て
，
関
係
者
間
の
話
し
合
い
の
場
を
持

ち
，
対
応
策
を
発
案
す
る
力
を
身
に
つ
け
て
い
る
）

・
職
域
で
の
産
業
保
健
に
関
す
る
ル
ー
ル
づ
く
り
（
修
正
を
含
む
）
に
関
与
し

た
／
し
て
い
る
か
。
促
進
，
発
案
，
協
議
へ
参
加
し
て
い
る
か
，
で
き
る
と
思

う
か

（
到
達
目
標
：
職
域
で
の
産
業
保
健
に
関
す
る
ル
ー
ル
づ
く
り
を
促
進
，
発

・
健
康
づ
く
り
に
関
す
る
組
織
診
断
（
組
織
的
な
ア
セ
ス
メ
ン
ト
や
分
析
：
ス

ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
集
団
分
析
を
含
む
）
を
，
法
制
度
や
判
例
等
に
基
づ
い
て

説
得
し
，
実
施
に
こ
ぎ
つ
け
た
／
て
い
る
か
，
で
き
る
と
思
う
か

（
到
達
目
標
：
健
康
づ
く
り
に
関
す
る
組
織
診
断
を
，
法
制
度
や
判
例
等
に
基

づ
い
て
説
得
し
，
実
施
す
る
力
を
身
に
つ
け
て
い
る
）

・
た
と
え
履
行
補
助
者
，
外
部
支
援
者
で
あ
っ
て
も
，
ト
ッ
プ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

や
組
織
全
体
に
影
響
力
を
持
つ
要
素
：
①
情
報
，
②
権
限
，
③
ス
キ
ル
　
①
②

③
を
新
た
に
獲
得
し
た
か
。

（
到
達
目
標
：
ト
ッ
プ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
や
組
織
全
体
に
影
響
力
を
持
つ
要
素

（
①
情
報
，
②
権
限
，
③
ス
キ
ル
）
を
獲
得
す
る
力
を
身
に
つ
け
て
い
る
）

影
響
力
を
持
つ
要
素
（
①
情
報
，
②

権
限
，
③
ス
キ
ル
）
を
認
識
す
る
。

判
例
や
失
敗
事
例
か
ら
類
似
性
や
特

徴
，
上
手
く
い
か
な
い
理
由
を
整
理

す
る
。

各
自
の
立
場
に
置
き
換
え
た
時

に
，
組
織
全
体
に
影
響
力
を
持
つ

要
素
①
②
③
を
把
握
す
る
。

各
自
の
職
場
な
ど
で
，
①
②
③

を
新
た
に
獲
得
す
る
力
を
身
に

つ
け
る
。
（
到
達
目
標
）

・
問
題
解
決
を
促
進
す
る
「
質
問
の
仕
方
」
が
向
上
し
た
か
／
し
つ
つ
あ
る

か
。

（
到
達
目
標
：
問
題
解
決
を
促
進
す
る
質
問
力
を
身
に
つ
け
て
い
る
）

質
問
の
方
法
，
手
順
，
配
慮
す
る
こ

と
を
覚
え
る
。

NG
あ
る
あ
る
質
問
の
仕
方
を
認
識
す

る
。

不
調
者
の
特
徴
に
応
じ
て
質
問
を

使
い
分
け
る
。

各
自
の
職
場
な
ど
新
た
な
場
面

で
問
題
解
決
を
促
進
す
る
「
質

問
す
る
力
」
を
身
に
つ
け
る
。

（
到
達
目
標
）

問
題
を
解
決
す
る
た
め
の

質
問
を
行
う
。
（
ロ
ー
ル

プ
レ
イ
な
ど
，
知
識
と
で

き
る
か
は
異
な
る
）

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
遵

守
す
る
。

守
秘
義
務
を
守
る
。

7月
22
日
察
し
方
尋
ね
方

・
ト
ラ
ブ
ル
（
の
お
そ
れ
が
あ
る
状
況
）
へ
の
介
入
に
（
慎
重
な
が
ら
）
自
信

を
も
っ
て
取
り
組
め
そ
う
か
。

（
到
達
目
標
：
ト
ラ
ブ
ル
へ
の
介
入
に
（
慎
重
な
が
ら
）
自
信
を
も
っ
て
取
り

組
め
る
力
を
身
に
つ
け
て
い
る
）

・
産
業
保
健
に
関
す
る
自
分
の
業
務
に
よ
り
，
組
織
（
一
定
数
の
労
働
者
）
の

労
働
生
産
性
が
あ
が
り
そ
う
か
。

（
到
達
目
標
：
組
織
（
一
定
数
の
労
働
者
）
の
労
働
生
産
性
を
あ
げ
る
た
め
の

産
業
保
健
に
関
す
る
自
分
の
業
務
を
見
直
し
，
改
善
案
を
示
し
て
い
る
）

・
記
述
す
る

・
再
生
す
る

・
把
握
す
る

・
区
別
す
る

・
適
用
す
る

・
観
察
す
る

・
自
己
描
写
す
る

・
実
演
す
る

・
行
動
意
図
を
表
明
す
る

・
観
察
す
る

学
習
成
果
を
確
か
め
る
た
め
の
行
為
動
詞

（
評
価
方
法
：
各
回
の
確
認
テ
ス
ト
，
課
題
，
レ
ポ
ー
ト
等
で
達
成
で
き
た
か
を
確
認
）

対
応
す
る

研
修
の
場
面

調
査
項
目

（
本
研
修
に

お
け
る
到
達

目
標
）

本
研
修
で
何
を
し
た
か
，
何
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か

R・
ガ
ニ
エ
に
よ
る
学
習
成
果
の
5分

類
（
評
価
・
支
援
方
法
の
差
異
に
基
づ
い
て
学
習
目
標
を
分
類
し
た
枠
組
み
）
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研究発表 
 
研究計画の終了後（2023 年度中）に大部の体系書の発刊を予定しており、基本的にはそ

れをもって研究実績とする。 
以下では、代表して統括（三柴）の主要業績のみ掲載する。 

 
1．論文発表 
三柴丈典「新型コロナ禍の労務に関する法律論」２０２１年７月 
交通医学（日本交通医学会）シンポジウム ウィズコロナ時代の産業保健７５巻３・４号５

６頁～５７頁 
 
T.Mishiba. 2021. The background and current state of implementing a legal system for 
stress checks in Japan. Industrial Health 60(2) 183-195 
 
三柴丈典「日本産業保健法学会の設立とワクチン接種に関する見解」２０２１年１１月 
NBL（商事法務）１２０５号１頁 
 
三柴丈典「病気休職と期間満了退職 ー東海旅客鉄道事件」２０２２年１月 
労働判例百選 第 10 版（株式会社有斐閣）５８巻１号１５４頁～１５５頁 
 
T.Mishiba. 2022. Workplace Mental Health Law: Perspectives Based on a Comparative 
Analysis of Legislation in Seven Countries.International Journal of Comparative Labour 
Law and Industrial Relations 38(1) 53-86 
 
三柴丈典「日本の健康情報等取扱い法理と産業医制度」２０２２年５月 
日本労働法学会誌 （法律文化社）１８５－１８８頁 
 
三柴丈典「日本産業保健法学会設立の狙い」２０２２年７月 
産業保健法学会誌（一般社団法人日本産業保健法学会）第１巻１号（第１回学術大会特別号）

１２～２４頁 
 
T.Mishiba=K.Kurashige, S.Nakazawa.2023. Legal Protection of the Health and Safety 
for Gig Workers: The Present Status and Future Prospects in Japan. Journal of Work 
Health and Safety Regulation 1(1) 54-91 
 
三柴丈典「総論：安衛法の来し方行く末」労働法学会誌 136 号所収予定。 
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2．学会発表 
三柴丈典「産業保健と法～産業保健法学の狙い～」 
日本産業保健法学会第 1 回学術大会 大会長講演 
２０２１年９月２３日（一橋大学 一橋講堂、およびライブ、オンデマンド配信） 
 
三柴丈典「健康情報等の取扱いと法」 
日本産業保健法学会第 1 回学術大会 教育講演 1 
２０２１年９月２３日（一橋大学 一橋講堂、およびライブ、オンデマンド配信） 
 
三柴丈典「健康情報の取扱い法理と産業医の役割」 
第１３８回大会 日本労働法学会 ワークショップ 第２部第２会場 報告 
２０２１年１１月７日（オンライン開催） 
 
三柴丈典「ポストコロナの働き方と法 ～テレワークを焦点に～」 
第３１回日本産業衛生学会全国協議会 メインシンポジウム第二部 「ポストコロナの働き

方・産業衛生への提言」 
２０２１年１２月５日（三重県総合文化センター、およびライブ、オンデマンド配信） 
 
三柴丈典「精神病者の復職判定をめぐる裁判例の到達点」 
第１９回日本うつ病学会総会 特別講演３ 
２０２２年７月１５日（J:COM ホルトホール大分、ハイブリッド開催） 
 
三柴丈典「メンタルヘルス情報の取扱いと法」 
第５回日本うつ病リワーク協会年次大会 リワーク委員会企画シンポジウム１【地域連携委

員会】 
２０２２年７月１６日（J:COM ホルトホール大分、ハイブリッド開催） 
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Legal Protection of the Health and Safety for Gig Workers: 
The Present Status and Future Prospects in Japan

Takenori MISHIBA*, Kotaro KURASHIGE† and Shoko NAKAZAWA‡

Abstract: Labor laws in Japan are generally soft laws, and the Japanese legal system has not 
recognized platform mediated gig work sufficiently; however, different laws with different 
principles exist in order to combat labor issues and regulate behaviors of business owners with 
the help of group dynamics (such as worker and customer trust in business owners). One reason 
to value an agreement with management in setting work rules is to ensure that management 
strictly follows these rules once they have been established. In terms of versatility and flexibility, 
labor laws in Japan may, to some extent, serve as a useful reference in a global context.
  In Japan, the scope of significant labor protection laws for individuals (Labor Standards 
Act, Industrial Safety and Health Act, Labor Contracts Act, and Industrial Accident 
Compensation Insurance Act) is not broad enough to appropriately cover all kinds of platform 
mediated gig work. The laws permit several interpretations, but they have limited flexibility. 
Laws that govern labor-management relations, including the Labor Union Act, may apply to 
gig work. In cases where they do, employers cannot refuse to bargain collectively with the 
representatives of the workers, which would allow the representatives to discuss safety and 
health matters with the employer. The Industrial Safety and Health Act includes provisions 
reflecting the principle that a person who generates risk is responsible for risk management. 
The scope of the Act has been gradually extended through legal interpretation and amendments. 
Still, it may not apply to all kinds of gig jobs. The Home Work Act for homeworkers or home 
handicraft workers requires both clients and contractors to implement diverse health and safety 
controls. Although the Act has been applied to limited types of work, given its similarity in 
terms of formative background to laws (including the prohibition of evasion of responsibility 
by employers), some amendments could make the Act applicable to gig work. The civil 
responsibility of employers to provide a safe workplace may bolster the principle that a person 
generating risk is responsible for risk management, and this part of the law has the highest 
potential to be applied to gig work. This would require, however, a relationship between the 
platform and the gig worker such that the platform can establish, control, and manage work 
conditions or command authority over the worker, which would allow the risks of work-related 
accidents (damages) to be easier to predict and control. Regarding economic laws, the Small 
and Medium-Sized Enterprise Cooperatives Act provides a legal basis for the solidarity of sole 
proprietors and for negotiations with their clients. Still, it has been utilized very rarely to date. 

*  Faculty of Law, Kindai University, Higashi-Osaka, Japan. E-mail: t-mishiba@jus.kindai.ac.jp.
† Kurashige-Konoe-Morita Law Firm, Tokyo, Japan.
‡ Department of Preventive Medicine, Tokai University School of Medicine, Isehara, Japan.

Note: Mishiba and Kurashige contributed equally to this work. As for considerations from a legal perspective, Kurashige 
prepared a draft, and Mishiba reconstructed and finalized it. The article therefore reflects the views of both authors. 
Mishiba also constructed a theory about the characteristics of Japanese laws and regulations and about ensuring the 
health and safety of the gig economy. Nakazawa conducted a data investigation about gig workers as well as literature 
review regarding occupational health. Mishiba reviewed the JILPT’s 2019 study and ILO/WHO technical brief.

J Work Health Saf Regul 2023; 1; 54‒91 Original Article

－3518－



  As described above, there are almost no direct restrictions on health and safety in the gig 
economy or its users; if serious cases of law evasion occur, however, courts will, based on the 
intent of applicable laws, attempt to offer remedies for workers with flexible judicial discretion 
with regard to the employer’s duty of care, and this initial step may lead to the formulation 
of concrete laws in the future. In the future, essential duties to be imposed on platforms after 
new legislation is formulated are risk investigation, provision of investigation results to gig 
workers, and sincere response to collective bargaining, while measures to be taken by the 
Government include investigations of general risks associated with gig work and of ideal 
countermeasures and the provision of relevant information. In addition, a scheme is necessary 
to make it possible that in cases where cooperatives that are protected under the Small and 
Medium-Sized Enterprise Cooperatives Act assign industrial physicians to conduct interviews 
with cooperative members, when the physicians deem it necessary to do so, cooperatives 
can approach clients, etc. (including platforms) to improve the working conditions of the 
members in question. Furthermore, as experts in occupational health or other fields have 
pointed out a number of gig work-related risks, their findings need to be utilized in formulating 
new legislation, flexibly applying the employers’ duty of care, and conducting mandatory 
negotiations between platforms and gig workers.

Key words:  Gig worker, Platform, Industrial Safety and Health Act, Employers’ duty of care, 
Risk assessment, Risk-creator’s liability, Small and Medium-Sized Enterprise 
Cooperatives Act, Home Work Act

1. INTRODUCTION
This article indicates the possibility and 
limitations of the application of labor and 
economic laws of Japan, which are mainly 
soft laws and unique in the global context, 
to the gig economy. It also examines legal 
initiatives to overcome these limitations based 
on suggestions from occupational health 
studies. First, we describe the features of the 
legal system of labor-related laws in Japan in 
comparison to international standards.

A.  Features of the Legal System of Labor-
Related Laws in Japan

People in Western culture often find it 
challenging to comprehend many features of 
the legal system of Japanese labor laws. The 

advantages of the Japanese legal system lie 
in its versatility and flexibility in approaching 
issues, while its disadvantages lie in its 
ambiguity and slow response. In general, the 
difference between labor and management is a 
relative concept, and the attributes of “labor” 
and “management” have almost no relation 
to social and economic class differences. If 
an employee is regular and a candidate for an 
executive position, the person is likely to be 
promoted to manager. Labor and management 
often attach importance to their connection 
(sense of belonging) with the organization or 
community they belong to (such as a business 
and department). Even some non-regular 
employees1) also value their connection with 
the organization they belong to. Employers, 

 1)  This could be interpreted almost the same as contingent workers. In Japan, they usually work under a fixed term 
contract or with a condition that a dispatching company and a client company that receives the dispatching service 
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therefore, tend to consider a trust-based 
relationship with their employees and parties 
concerned (such as cl ients)  important . 
Employers often voluntarily consider the 
interest of employees without engaging in the 
labor-management dialogue. Although laws 
strictly regulate the dismissal of employees, 
the rules of employment that set out primary 
working conditions of employees are at times 
decided at the sole discretion of employers 
without an agreement between labor and 
management, and these conditions are binding 
for employees. Until recently, there was almost 
no limit on long working hours as long as 
employers carried out specific procedures. If an 
employee becomes ill due to his or her job, the 
employer assumes only the responsibility to 
make compensation for such illness.
  Laws are, at best, inducements to sensible 
action by employers, and the behavior of 
employers is influenced by diverse factors, 
including trust from employees, public 
reputation, the manager’s conscience, tax 
exemption for profit sharing, and the market. 
If requirements by laws and other factors 
are inconsistent with each other, laws are 
often disregarded or evaded. The courts and 
administrative bodies apply laws considering 
the context of each case, social background, 
and other conditions comprehensively. In 
responding to a new arising issue, a single law 
is rarely enacted within a short period with 
mandatory provisions that are specific, clear, 
and dogmatic. Multiple laws with different 

intentions and courses of the enactment process 
have direct and indirect influences on behaviors 
of employers.2) Issues are to be addressed with 
mild restrictions (including those that might 
not be applied directly), and if cases of law 
evasion occur, courts will, based on the intent 
of the applicable regulations, attempt to offer 
remedies for workers with flexible judicial 
discretion. This initial step may lead to the 
formulation of concrete laws in the future. It 
is, of course, possible that even if there is no 
judicial precedent, social movements may 
result in the enactment of a law.
  In the case of standard terms of a contract, 
for example, by which consumers in a weaker 
position in dealings enter a contract semi-
compulsorily under unfavorable conditions, 
the Japanese authorities have not adopted 
a way to establish an independent adhesive 
contract regulation law to directly render any 
of these contracts illegal and invalid. The 
courts have attempted to offer remedies for 
consumers in accordance with the general 
provisions of the Civil Code and separate 
laws and regulations by industry (which 
regulate behavior in business by granting the 
authority of supervising business operators to 
an administrative body). In reality, however, 
the behaviors of business operators depend on 
the supervision and direction authorized by the 
administrative bodies, voluntary regulations by 
industrial organizations, customer reputation, 
and other factors that correlate with each other. 
For this reason, companies focus on brand 

are different, which often causes unstable employment. Non-regular employees in Japan frequently suffer lower 
wages and other inferior working conditions compared with regular workers.

 2)  This article will refer to laws about compensation and rehabilitation as long as they relate to prevention. This is 
because the laws are a part of prevention in a broad sense and, in fact, have a strong impact on prevention measures 
by employers in Japan.
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image strategies. An Act to directly regulate 
consumer contracts was enacted in the Diet 
only recently (in 2000), and its content is 
vague and its illegality criteria are unclear. 
Therefore, consumers not suffering from great 
injustice have not been helped by this act. 
Conversely, in the event of great injustice, 
affected people have been helped by means of 
legal interpretation, even without direct conflict 
of laws. The above mechanism of behavior 
control is not much different from that in the 
labor law field.
  The industrial safety and health laws 
and regulations in Japan attempt to improve 
working hours, placement, and other general 
working conditions, considering past suicides 
and deaths due to overwork. In other words, 
the scope of regulations has extended to 
social protection, from technical protection 
for workers such as machinists and builders. 
These laws also aim to improve business 
communication with a view to reducing stress. 
Recently, they have actively supported the 
employment of patients with cancer or severe 
illness. They are trying to provide a sense of 
safety and security comprehensively. Hence, 
legal fields to be applied in cooperation with 
each other to realize the health and safety of 
employees are widening (for example, the 
Labor Standards Act, economic laws, company 
management laws, the Social Welfare Act, 
and the Medical Care Act). The advantages 
mentioned above of the legal system of 
Japanese labor-related laws (i.e., versatility 
and flexibility) may be effective in addressing 
these complex, different, and multi-layered 
problems.

  The Industrial Safety and Health Act has 
made a model specific to Japan, while the laws 
of the UK have influenced it in terms of its 
establishment and amendments. The incidence 
of work-related accidents in Japan has been and 
still is very low compared to other countries.3) 

However, like other countries, Japan has 
not yet succeeded in controlling excessive 
occupational stress (Mishiba 2022, 69–75).

B. Purpose and Structure of this Article 
Based on these features of the Japanese legal 
system, in the following sections, this article 
aims to describe the current status and issues 
regarding legal measures for the health and 
safety of workers in the gig economy in Japan, 
recommend the development of a collective 
bargaining framework between risk generators 
and workers as well as the utilization of 
industry health professionals through the 
legal system, and present reference material 
applicable to the world at large.
  Section 3, Gig Workers and Issues about 
Their Health and Safety in Japan, argues that 
Japan is also wrestling with the challenge of 
what measures are to be taken to ensure the 
health and safety of gig workers while the 
status of gig workers as “employees” has 
not been clearly defined because there are 
incompatible theories. First and foremost, we 
should make an effort to flexibly interpret the 
status of gig workers as employees and protect 
them under existing labor laws; concerning 
heal th  and safety,  without  regard to  a 
discussion on the workers’ status as employees, 
both legal interpretation and the legislative 
process should be based on the principle that 

 3)  Japan Industrial Safety and Health Association, various data listed on “Safety and Health Statistics (by nation).” 
https://www.jisha.or.jp/international/field/disaster.html, last visited March 12, 2022.
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a person generating risk is responsible for risk 
management (risk generators include those 
who have risk information and/or the authority 
to control and manage risk), and; since there 
are various risks depending on the type of 
industry and employment, we should enhance 
the bargaining power of gig workers with risk 
generators such as clients and platforms.
  Section 4, The Current Circumstances of 
Gig Workers, clarifies that, according to the 
results of a social survey about freelancers, 
including gig workers, such workers feel 
motivated at work but are not satisfied with 
their pay, and potential risks might vary as gig 
workers are distributed among various types of 
industry and job.
  Section 5, The Possibility and Limitations 
of Application of the Status as Employees/
Workers, indicates the definition of employee 
under the pertinent labor laws in Japan, namely, 
the Labor Standards Act, Labor Contracts 
Act, and Labor Union Act. The applicability 
of the definition of the employee/worker is 
broader under the Labor Union Act. If a person 
falls under the definition of “proprietorship to 
a significant degree” (for example, a person 
to whom business profit is attributable), the 
category of the “employee/worker” is unlikely 
to be recognized. Even though a person does 
not fall under the definition of “employee/
worker,” he or she should be protected if their 
contracts with the clients include accessoriness, 
adhesiveness,  or economic dependency 
(vertical relationship because one person’s 
livelihood depends on the other). In gig 
jobs, however, there are a number of issues, 
including that it is unclear who should be 
treated as the employer (or equivalent).
  Section 6, The Possibility and Limitations 
of Expanding the Scope of the Industrial 

Safety and Health Act, include the following: 
the Industrial Safety and Health Act of Japan 
has provisions to embody the principle that a 
person generating risk is responsible for risk 
management, but its scope of application and 
restrictions are limited; however, a recent 
judgment from the Supreme Court of Japan 
stated that, because the Industrial Safety and 
Health Act aims to improve the workplace 
environment, the subjects of requirements 
about the provision of information on chemical 
substance risks include non-workers, and from 
this standpoint, may include gig workers.
  Section 7, The Possibility and Limitation 
of Application of the Civil Law Concepts 
of Employers’ Duty of Care, presents the 
following: the civil responsibility of employers 
to provide a safe and healthful workplace is 
applicable in a relatively wide range. In both 
academic papers and judicial precedents in 
Japan, this responsibility is commonly called 
the “duty of ‘safety’ consideration,” but this 
term also covers health issues such as the 
handling of toxic substances. Whether the duty 
of safety consideration covers well-being issues 
such as measures against fatigue and stress 
has been a controversial topic in academia, but 
judicial precedents have included them in the 
past. In this article, the term “duty of ‘safety’ 
consideration” is deemed to cover employees’ 
safety, health and well-being, and is called 
“duty of care” hereinafter. Platforms may have 
this responsibility to their gig workers; in 
this case, however, the gig workers should be 
working under the direction and order of the 
platforms, or the platforms should govern and 
manage gig workers’ working conditions.
  Section 8, A Labor-Related Law: The 
Home Work Act, includes the following: 
the Home Work Act  in  Japan has  been 
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established against a backdrop of the evasion 
of labor regulations by business owners by 
consigning tasks to industrial home workers 
and the exposure of home workers to toxic 
chemicals; this act requires both clients and 
industrial home workers to take specific risk 
prevention measures; and, although this act is 
not applicable to the emerging gig economy, 
it would be worth revising the act to make it 
applicable.
  Under these circumstances, it is difficult 
to protect the health and safety of gig workers 
only with the current labor laws and labor-
related regulations in Japan (even though the 
civil responsibility for the employer’s duty of 
care is applicable in a relatively wide range). 
We should, therefore, explore the possibilities 
of applying economic laws.
  Section 9, Economic Laws and the 
Health and Safety of Platform Mediated Gig 
Work, presents the following: as economic 
laws in Japan, there are laws to ensure 
the payment of subcontracting fees from 
principal contractors (the Act against Delay 
in Payment of Subcontract Proceeds, etc. to 
Subcontractors) and to regulate the exclusion 
of, or control on, new entrants and cartel 
formation (the Act on Prohibition of Private 
Monopolization and Maintenance of Fair 
Trade) but they do not secure transactions 
(such as obligatory conclusion of a contract); 
there is also a law for small- and medium-sized 
businesses, which are economically weak, to 
organize trade associations or guilds, enhance 
bargaining power with clients, and promote 
mutual assistance (the Small and Medium-
Sized Enterprise Cooperatives Act); this act has 
the potential to cover gig workers and would 
make it easier for them to solve the various 
health and safety issues they are facing through 

negotiation with clients; however, it is difficult 
to force clients to enter into negotiations.
  S e c t i o n  1 0 ,  S u g g e s t i o n s  f r o m 
Occupational Health, presents the results of a 
review of articles from the area of occupational 
health concerning risks inherent to gig work 
and control measures, as information to be 
considered for theories of legal interpretation 
such as for the duty of care and bargaining 
between relevant parties, as well as legislative 
processes in the future. The results indicate a) 
hazards inherent to the work, such as traffic 
accidents (occupational vulnerabilities), b) 
poor protection (precarity), and c) hazards 
arising from the use of platforms, such as 
loneliness (platform-based vulnerabilities). In 
addition, the increase in the risk of infection 
from COVID-19 is associated with algorithmic 
management.
  Section 11, Conclusion: The Necessary 
Legal Response, includes the following: health 
and safety are essentially managed by the 
assessment of different risk factors at work, and 
risk generators should be legally responsible 
for implementing the duty of care regardless 
of  the labor-management relat ionship; 
nevertheless, there are cultural differences 
around the world, and in Japan, it is not always 
desirable to force the above policy in all cases; 
the risk factors in the gig economy are diverse 
and should be addressed according to the level 
of risk through collective bargaining between 
the parties concerned; in addition, a scheme 
should be planned to allow gig workers to 
receive occupational health services including 
occupational medicine, and; concerning general 
risks inherent to the work, the government 
should conduct an investigation and publish the 
results. 
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2.  RELATED STIPULATIONS UNDER 
STATUTORY LABOR LAWS

The following are key provisions of statutory 
labor laws in Japan related to health and safety 
in the gig economy:

A.  Provisions Applicable in Case the Person 
Falls under the Definition of Being an 
“Employee”

The Labor Standards Act (Act No. 49 of 
1947): This law aims to specify the minimum 
standards for working conditions to be 
complied with by employers with regard to 
their employees and to ensure inspection and 
guidance by labor standard inspection bodies, 
criminal penalties for flagrant violations, 
and governance on labor contracts (causing 
contracts under statutory standards to become 
void and providing direct discipline). It sets out 
the limitation on working hours, a guarantee 
of the minimum wage, and the obligation to 
create rules of employment, etc.
In this Act, the term “employee” is defined as “a 
person who is employed at a business or office 
and to whom wages are paid, regardless of the 
occupation” (Article 9). The term “employer” 
is defined as “a person acting on behalf of the 
person in control of the business in matters 
concerning the employees of the business” 
(Article 10). The term “wage” is defined as 
“anything that the employer pays to the worker 
as remuneration for labor” (Article 11).
  The Labor Contracts Act (Act No. 128 
of 2007): This law stipulates the critical 
points for interpreting rules of employment 
to be created by employers or labor contracts 
presented by judicial precedents. Most of its 
provisions have been deemed enforceable. 
Not all indications from precedents, however, 
are expressly stipulated. Later, innovative 

concepts exceeding precedent indications were 
incorporated in a revised edition of this act. 
It prescribes that the appropriate content of 
the rules of employment constitutes a labor 
contract. A repeatedly renewed fixed-term labor 
contract should be changed into a contract 
without a fixed term, in addition to balanced 
and equal treatment between fixed-term and 
non-fixed-term contract workers.
  In Article 2, Paragraph 1, the term 
“employee” is defined in the same way as in 
the Labor Standards Act. In Paragraph 2, the 
term “employer” is defined in the same way as 
in Labor Standards Act.
  The Industrial Safety and Health Act (Act 
No. 57 of 1972): This law separates fourteen 
provisions concerning health and safety from 
those initially prescribed in Chapter 5 of the 
Labor Standards Act and improves its contents. 
To ensure health and safety (effectiveness), 
this act provides regulations concerning the 
speedy development of elaborate standards 
for hazard prevention, the establishment of a 
safety and health management system, various 
administrative actions by administrative 
officers with expertise, and the education 
and utilization of health and safety experts. 
Thoroughness, flexibility, and a high degree 
of specialization are features of this act. 
Many provisions target a person other than 
the employer. This act aims to “facilitate the 
creation of comfortable work environments” 
and ensure employees’ health and safety.
  Article 2: In Item 1, the term “industrial 
injury” is defined as “an employee being 
injured, contracting a disease, or dying due to 
a construction, equipment, raw material, gas, 
vapor, dust, or the like that is connected with 
the employee’s employment, or as a result of 
an employee’s work activities or other duties.” 
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In Item 2, the term “employee” is defined as 
“an employee” as prescribed in Article 9 of the 
Labor Standards Act for the most part, and in 
Item 3, the term “employer” is defined as “a 
person that is engaged in an undertaking, and 
that employs an employee(s).”4) 

  The Labor Union Act (Act No. 174 of 
1949) includes provisions about the formation 
of a labor union by workers, standards to 
protect justifiable acts by workers, including 
collective bargaining and strikes through a 
labor union, and administrative remedies.
  Article 1: Paragraph 1 describes the 
purpose of this act: to elevate the status of 
workers; to defend the exercise of collective 
action by workers; and to promote the practice 
of collective bargaining and procedures to 
conclude collective agreements between 
employers and workers. Paragraph 2 specifies 
immunity from criminal liability to labor 
unions for performing justifiable acts (Article 8 
includes the exemption from civil liability for 
workers’ justifiable strikes).
  Article 3 provides that in this Act, the term 
“worker” is defined as “a person who lives on 
their wages, salary, or other equivalent income, 
regardless of the kind of occupation.”

B.  Provisions for Imposing General 
Obligations Concerning the Health and 
Safety of Employers and for Setting 
Relevant Ministerial Ordinances

The Industrial Safety and Health Act
  Articles 20 through to 25-2 impose general 
obligations on business operators to take 

the necessary measures to prevent industrial 
injuries or diseases caused by various hazards, 
including: machinery, inflammable and other 
dangerous substances; work methods involved 
in excavation and cargo handling; places 
with a potential for landslides; raw materials, 
exhaust fumes, waste fluids, and other harmful 
materials, and; the work environment in an 
office, including the ventilation, temperature, 
floor, and stairs.
  Article 26 requires workers to respond 
(cooperate and collaborate) to the measures 
taken by business  operators  under  the 
provisions of Articles 20 through 25-2.
  Under Article 27, the measures required 
to be taken by business operators pursuant 
to the provisions of Articles 20 through 25-2 
are prescribed by the Order of the Ministry of 
Health, Labour and Welfare.

C.  Provisions Related to Worker’s 
Compensation

The Labor Standards Act requires employers 
to pay at their expense compensation for their 
workers who sustain an injury or suffer illness 
in the course of employment. In addition, the 
Industrial Accident Compensation Insurance 
Act (Act No. 50 of 1947) specifies that an 
industrial accident compensation insurance 
administered by the government takes over 
employers’ responsibilities for worker ’s 
compensation and provides more support 
(pension and other measures to support the 
worker’s livelihood) and medical rehabilitation 
for affected workers. There are seven types of 

 4)  In Japan, therefore, the employer defined under the Industrial Safety and Health Act is different from that under the 
Labor Standards Act and refers to an employer of employees and a legal entity or sole proprietor to whom business 
profit is attributable.
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insurance proceeds under this act, including 
medical treatment compensation benefits.

D.  Provisions Related to the Civil Law 
Concepts of Employer’s Duty of Care

The Labor Contracts Act
  Article 5: This article prescribes that “the 
employer is to give the necessary consideration 
to enable his/her employees to work while 
ensuring their life and safety.”
  This act only specifies the obligations 
of employers to their employees and does 
not cover the entire framework of the duty 
of care that has been formed judicially. An 
administrative interpretation (Notice No. 0810 
Article 2 of the Labour Standards Bureau of 
the Ministry of Health, Labour and Welfare, 
August 10, 2012) clarifies that the concept of 
“life and safety” includes “mental and physical 
health.”
  In the first place, the Labor Contracts Act 
was established by stipulating the essence of 
significant precedents from the Supreme Court 
decisions, mainly concerning labor disputes as 
civil affairs. Article 5 of this act also reflects 
the above context.

3.  GIG WORKERS AND ISSUES ABOUT 
THEIR HEALTH AND SAFETY IN 
JAPAN

Technological development is driving the 
global expansion of new forms of work, such as 
gig jobs, where gig workers work using Uber5) 

and other digital platforms. Japan is also seeing 
an upward trend in the number of gig workers.6) 
Since they can be classified as “employees” in 
a sense, how to secure their health and safety 
is a problem. Prevention and compensation 
measures are required for, for example, traffic 
accidents during delivery, fatigue due to long 
working hours or poor mental health caused by 
work, and labor accidents such as occupational 
diseases (in this article, “labor accident” means 
any occupational accident resulting in injury, 
illness, death, and health impairment), and 
commuting accidents. 
  Of course, there are various gig jobs, and 
some gig workers have been determined as 
“employees.” 7)  For these workers, existing 
labor laws and regulations may provide 
adequate protection. In addition, even if a 
gig worker is a party to a contract/service 
agreement under the Civil Code in Japan, 
the worker is protected by provisions of the 
Industrial Safety and Health Act (mainly about 
machinery and equipment safety, provision of 

 5)  Because Japan has regulations on general passenger vehicle transportation businesses under the Road Transportation 
Act, Uber (Uber Technologies, Inc.; a technology company in the US) is not well known in Japan and Uber Eats (an 
online food ordering and delivery service) is more popular as a platform for gig workers.

 6)  In this article, following Murata’s view (Murata 2020), the term “gig economy” is defined as a way of working 
where workers undertake a one-time job mediated by the Internet without an employment relationship and “gig 
worker” is defined as a person who works in the gig economy.

 7)  The “employee” in this context is a comprehensive, superordinate concept that indicates a person protected under 
main labor laws. A definition of the employee in each law differs by the purpose of each law. Refer to Section 5 and 
7 for details. The classification of the “employee” under the Labor Standards Act in Japan is determined primarily 
by the presence or absence of command and control as well as wages (consideration of labor), which is similar to the 
concept of “salarié” under French labor codes. The concept of a “worker” under the Labor Union Act in Japan is a 
person who works dependently to earn a living (like a person in the working class in Europe), which is similar to that 
of a “worker” under the Trade Union Act 2016 of the UK in that it covers self-employed workers.
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information on hazardous chemical substances, 
and the improving the work environment). In 
some cases, the civil law duty of care arises by 
consulting the Supreme Court judgments as 
described later. 
  In Japan, however, there are few studies 
available concerning how to protect gig 
workers and what protection is required for the 
health and safety of gig workers. Furthermore, 
the government has not clearly articulated 
its policy on whether gig workers should be 
treated as “employees” or “independent self-
employed workers (hereinafter referred to as 
“self-employed workers”).8) 
  A paper titled “Essay on Safety and 
Health Law Policy for Side Job Workers and 
Freelancers” (Mishiba 2020, 7) is one of few 
studies on this subject. In this paper, Mishiba 
proposed the principle of the risk generator 
being responsible for risk management, that 
is, a concept that a person who generates risk 
or can control and manage risk based on risk-
related information he/she has obtained is 
responsible for risk management.9)  Mishiba 
then indicated that the scope of health and 
safety laws should be extended to cover 
workers with employment-like working 

styles10) among freelancers, gig workers, and 
the like and that it is necessary to strengthen 
solidarity and enhance the bargaining power 
of these employee-like workers to the same 
level as workers in a labor union as much 
as possible. Based on this theory in general, 
our article aims to clarify what protection is 
required for gig workers in Japan and how 
to enhance their bargaining power in reality, 
in order to present reference material for the 
world. 
  Regarding heal th management for 
teleworking employees (the opposite concept 
to self-employed teleworkers), Ishizaki (2021) 
pointed out that, even for off-site employees, 
employers should establish a health and safety 
management system, provide health and 
safety education (Article 59 of the Industrial 
Safety and Health Act), develop a health 
consultation system (Article 13-3 of the same), 
and implement occupational hygiene measures 
(working environment control, administrative 
control, and health control) necessary against 
foreseeable health hazards causing such as 
mental instability.11) This opinion is applicable 
to gig jobs if gig workers do their jobs using 
computers and other digital devices at any 

 8)  In California in the US, for example, the judge ruled that a California law backed by Uber and other gig economy 
companies, which ensures gig workers are considered independent contractors while granting them limited benefits, 
is unconstitutional under California’s Constitution (https://www.nytimes.com/2021/08/20/technology/prop-22-
california-ruling.html, last accessed February 16, 2022).

 9)  As mentioned above, the laws of the UK have had a significant impact on the legal system in Japan. The Health and 
Safety at Work etc. Act 1974 (HSWA) of the UK requires every employer to conduct his/her undertaking in such a 
way as to ensure that “persons not in his/her employment” are not thereby exposed to risks to their health or safety 
(s.3(1)). “Persons not in his/her employment” include self-employed persons and visitors (Selwyn and Moore 2015, 
117–118). The act also requires every self-employed person to act in such a way as to ensure that he/she and other 
persons who may be affected thereby are not thereby exposed to risks to their health or safety (s.3(2)).

10)  In Japan, those who have not concluded a formal employment contract (but have concluded a contract or service 
agreement) and been working under the conditions similar to those for employed workers are called employment-like 
workers or dependent self-employed workers. If illegality is suspected, such a contract may be called a fraudulent 
contract.

11)  Mishiba (2020) agrees with Ishizaki (2021) and examines relevant conditions, methods, and contents more closely.
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place outside facilities operated by clients.
  In general ,  ways of protection for 
dependent self-employed workers are as 
follows: (i) expanding the concept of a worker; 
(ii) defining the third category (a concept 
of “semi-worker” or “quasi-worker”) in 
addition to the concepts of a worker and self-
employed workers and partially expanding 
protection under labor laws to those under 
this category; and (iii) not adopting both (i) 
and (ii) but granting special protection by 
enacting independent legislation. Concerning 
occupational health and safety, another 
approach, similar to (ii) and (iii), requires a 
person conducting a business or undertaking 
to take measures to protect people engaged by 
and working for the person while defining them 
as a worker.12)

  In  the  case  o f  ( i ) ,  ins tead  of  the 
c o n v e n t i o n a l  c o n c e p t s  a n d  c r i t e r i a 

o f  “ emp loyees”  such  a s  emp loymen t 
subordination or personal subordination 
(i.e., the state of being under the control 
of another), economic, and organizational 
concepts of subordination can be actively 
considered by establishing uniform criteria 
across various labor laws and regulations13) 
or by relatively applying relevant individual 
laws and regulations14) to recognize people as 
“employees.”
  In the case of (ii), self-employed workers 
such as gig workers are not  uniformly 
recognized as “employees,” but for parts 
where protections are needed as employees, 
partial protections should be provided (i.e., 
partial application of the “employee” status 
should be given).15) A similar stance is seen in, 
for example, a judgment by the UK Supreme 
Court (Uber BV and others v Aslam and 
others [2021] UKSC 5), which ruled Uber 

12)  In Australia, s.19 of the harmonized Work Health and Safety Acts target a person who conducts a business or 
undertaking (PCBU), not an employer, and requires them to ensure, so far as is reasonably practicable, the health and 
safety of workers engaged, or caused to be engaged by the person. The scope of these Acts has been set very broadly 
to cover all kinds of work arrangements and in order to avoid frequent revisions considering the speedy changes of 
modern business models. In these statutes, PCBUs include franchisers, principal contractors, and upstream vendors 
in the supply chain. A subcontracted self-employed person could be a PCBU and worker. The term “worker” broadly 
includes a person who carries out work in any capacity for a PCBU, such as a contractor and an employee of a 
contractor. A worker is not required to be a person who carries out work for a specific PCBU; it is enough to be a 
person who carries out work for an unspecified PCBU(s). Those who work in a downstream supply chain, therefore, 
fall under workers (see Bluff et al’s article in this issue; also see Johnstone (2019) and Johnstone and Tooma (2022, 
ch 2). It is difficult to determine whether such a definition is applicable for a case where, for example, the digital 
platform only plays an intermediary role between an end user and a worker, like crowd work. According to Prof. 
Johnstone (2019), each case will depend on the exact nature of the relationship between the intermediary and the 
worker.

13)  An example is described by Hashimoto (2021), who argues that, in Japan, judicial precedents so far (especially those 
relating to definition of “employee” under the Labor Standards Act and the Labor Contracts Act) are too focused 
on the concept of personal subordination to accept the broader concept of being the “employee.” The author then 
argued that we should consider actively the concept of economic subordination by comparing with German laws and 
EU rules, and when a worker does not voluntarily bear any management risk and is under “de facto constraints,” a 
definition of the “employee” should be applied consistently across different labor laws and regulations. This theory 
may aim to avoid the generation of a gray zone, which causes a gradual weakening of the protection for workers. 
Kawaguchi (2012) is on the same side. In a part, however, this perspective lacks the protection for those who are not 
(deemed to be) workers.

14)  See, for example, Kezuka (2017).
15)  See, for example, Kamata (2019); and its English version, Kamata (2020).
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rideshare drivers must be treated as workers16) 
because of the Uber’s level of control over 
working conditions.17) A white paper, Work 
4.0, published by the Federal Ministry of 
Labour and Social Affairs in Germany18) 
also takes the similar position. This white 
paper denied the status of “employee” for gig 
workers but concluded that “one-size-fits-all 
solutions will not meet the needs of all self-
employed individuals. Legislators should 
therefore determine the appropriate level of 
protection which different types of worker’s 
need, and include them in labour- and social-
policy legislation accordingly.” In addition, 
this white paper suggested the enactment of the 
Crowdworking Act (Crowdwork-Gesetz) and 
the application of conventional provisions of 
the Home Work Act.19)

  In the case of (iii), the legal status of 
employment-like workers and gig workers 
is put aside, and efforts are made to provide 
necessary protections by expanding the scope 
of existing laws and establishing new ones.20) 

Work 4.0 in Germany is close to this position 
in terms of the legislative approach. France 
has taken this position as it has established 
a special law for crowd workers who meet 
specified requirements to make platforms share 
the costs for worker’s compensation insurance, 
job training, and business career certification 
(Suzuki 2017; Kasagi 2019). 
  As a way of protection for dependent 
self-employed persons such as gig workers, 
this article first attempts to flexibly apply the 
concept of being an “employee” (without 
expanding it; without changing the concept 
itself) and adopt (iii) to deal with the portion 
not covered by such flexible interpretation. 
Specifically, it is necessary to set out the 
concept of the “worker” separately from 
the “employee” that is currently covered by 
the labor laws and “self-employed,” by the 
economic law, to support the activities and 
protection of the workers, and to strengthen 
their solidarity.21) Their health and safety 
should be ensured under this process. We will 

16)  In the UK, in addition to two categories of employment, employee and self-employed, there is an intermediate third 
category of a “worker.” It is a term used in the Employment Rights Act 1996 and the Equality Act 2010, and does 
not necessarily mean a party concerned to a labor contract. Prof. Diana Kloss MBE, one of the country’s leading 
authorities on occupational health, stated as follows (via an email to Mishiba):

   “The UK common law has maintained the master/servant viewpoint for several hundred years, but for protecting a 
“worker,” we are under pressure to get rid of the viewpoint. Now, the courts are required to contemplate the reality of 
the situation and not what the employment contract says.”

   “But interestingly, the Supreme Court takes a different approach to vicarious liability. According to a judgment 
delivered immediately before this judgment, the Supreme Court ruled that employers could be liable for wrongful 
acts committed only by their employees but not by independent self-employed workers (Barclays Bank v Various 
Claimants [2020] UKSC 13).”

17)  A judgment rendered by the Court of Appeal, the original decision of the case (Uber BV and others v Aslam and 
others [2019] IRLR 257) stated that the mechanism of the algorithmic management by Uber was coercive (if drivers 
maintain a low acceptance rate, the system offers less opportunities to them).

18)  Federal Ministry of Labour and Social Affairs, White Paper Work 4.0, March 2017. https://www.bmas.de/EN/
Services/Publications/a883-white-paper.html.

19)  See Kamata et al. (2021, 23-52) and Yamamoto (2021, 72–93).
20)  For example, Toki (2020, 372–373).
21)  Ouchi (2021, 11) argues that the sole application of the economic law will not provide an adequate protection, and 

that the problem is how to include workers who are in the intermediate state not covered by the labor laws into the 
protection framework.
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discuss the details of purposes and methods in 
the following. 
  Moreover, based on the idea of Prof. 
Hamamura, who recommends the expansion of 
the definition of the “worker” under the Labor 
Union Act and the utilization of the Small and 
Medium-Sized Enterprise Cooperatives Act 
for people working in the platform economy 
(Hamamura 2018), we also examine whether 
the Small and Medium-Sized Enterprise 
Cooperatives Act is applicable to protect gig 
workers.

4.  THE CURRENT CIRCUMSTANCES 
OF GIG WORKERS

There are various types of gig workers, 
including crowd workers on crowd sourcing 
platforms and ridesharing drivers, but they 
have points in common. As shown in Figure 
1 below, digital platforms on the Internet 

provide job opportunities for workers; thus, 
a tripartite structure exists. A recent example 
is Uber Eats, which is well known in Japan, 
which has a system where workers register on 
the platform and deliver food from restaurants 
to destinations during whatever time slot they 
prefer.
  Although there are no official statistics 
that would make it possible to know the 
exact number of gig workers, in research 
on freelancers (independent self-employed 
workers) conducted by the Japan Institute for 
Labour Policy and Training (JILPT 2019), the 
investigation results about crowd workers are 
informative. This is because most gig workers 
are those who work via digital platforms 
without entering a labor contract, and most 
crowd workers22) are more or less gig workers. 
According to JILPT (2019), crowd workers 
represented 12.9% (1,068 people) of the total 

22)  People who receive work orders via crowd sourcing platforms that outsource tasks online to an unspecified number 
of people (JILPT 2019). Some of them are considered to be gig workers.

Figure 1 Basic Structure of the Gig Economy

Platform (PF)

(Gig worker [individual])(Orderer/Client/Consumer)

Offer & Accept
a job each time

Order & Accept
a case each time

No direct contract
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samples (8,256 freelancers).23) The research 
provided the following breakdowns by industry 
type in descending order: clerical support 
(54.9%), professional and technical (20.3%), 
field construction work (8.9%), IT (6.8%), 
design/video production (6.0%), and life 
service and barber/beautician (3.1%).
  This research shows a tendency that 
crowd workers (i) are young, female, university 
graduates, and/or married, (ii) have multiple 
freelance jobs, (iii) provide labor to multiple 
clients, (iv) have difficulty receiving orders 
due to the substitutability of their work, (v) are 
under the directions of their clients concerning 
contents of and ways to perform tasks without 
specified work place and time, and (vi) receive 
low wages (less than 500,000 yen annually 
in many cases). The cases of ending the 
relationship before the contract termination 
were unexpectedly few (10-15%). It also shows 
that an agent usually determines the working 
condition under a contract with a client and 
responds to any problems. Moreover, crowd 
workers demand to ensure the properness of 
their working conditions and develop conditions 
to avoid problems with their clients (caused by 
payment delays, pay reduction at clients’ own 
discretion, etc.) more keenly than freelancers.
  Of all 8,256 freelancers, this research 
shows a comparatively higher satisfaction with 
their working time, sense of accomplishment, 
and motivation. Many of them, however, are 
not satisfied with their income.
  These data do not directly show the state 
of health and safety of freelancers and gig 

workers but are worth referring to because, 
as mentioned before, the Industrial Safety 
and Health Act  in Japan covers stresses 
(psychosocial risks) related to general working 
conditions such as workers’ placement and 
working hours. The result suggests that 
workers overwork themselves to make a living 
and cannot avoid risks of falling or traffic 
accidents. However, it also shows that there 
should not be comprehensive restrictions on 
their jobs.

5.  THE POSSIBILITY AND 
LIMITATIONS OF APPLICATION 
OF THE STATUS AS EMPLOYEES/
WORKERS

In some cases, even gig workers might be 
recognized as “employees or workers” under 
Japanese labor laws. Suppose the status 
of being an “employee” under the Labor 
Standards Act and the Labor Contracts Act is 
recognized—in this case, gig workers will be 
protected as general employees under these 
laws and the Industrial Safety and Health Act. 
In addition, if the status of being a “worker” 
under the Labor Union Act is recognized, 
they can join an organized group with specific 
bargaining powers to conduct collective 
bargaining concerning safety and health issues, 
which could lead to the establishment of the 
safety and health measures appropriate for the 
occupational type and other conditions. In this 
context, we will first examine to what extent 
the concept of “employee/worker” can be 
controlled (i.e., interpreted flexibly).

23)  This research defines freelancers as “people running a business without employees and physical stores, whose 
occupation is not agriculture or fishery” and estimates there are about 3.67 million people who perform freelance 
work, either as their principal or side source of income. Freelancers and gig workers have a point in common; they 
are usually not treated as employees and work as an individual.
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A.  The Status of an “Employee” under 
the Labor Standards Act and the Labor 
Contracts Act

Based on judicial precedents24) and the 
government’s views,25) the concept of an 
“employee” is the same under the Industrial 
Accident Compensation Insurance Act and 
the Labor Standards Act. The concept of an 
“employee” under the Industrial Safety and 
Health Act and that under the Labor Standards 
Act is also the same. Moreover, the concept 
of an “employee” under the Labor Standards 
Act and that under the Labor Contracts Act 
(Article 2) is almost the same. Essential 
elements commonly seen in the “employee” 
concept under these laws are (i) employment 
subordination (the state of being under the 
command and control of an employer) and 
(ii) the receipt of reward as remuneration for 
labor.26) Element (i) is satisfied when a person 
is under the direction of an employer and works 
for the employer in a broad sense even without 
performing tasks following the employer’s 
direction to the letter, and (ii) is satisfied when 
the reward is paid as remuneration not for 
the completion of a task but for the provision 
of labor. As specific decision factors, the 
courts have comprehensively considered the 
following (they are not requirements and it is 
not always necessary to meet all of them): (i) 
the presence or absence of freedom to accept or 

reject a work order, task direction, etc., (ii) the 
presence or absence of command and control 
on the content of and how to perform a task, 
(iii) the presence or absence of a designation 
or control of the workplace and working hours, 
(iv) the presence or absence of alternative labor 
sources, (v) the presence or absence of a reward 
as remuneration for labor, (vi) the presence 
or absence of proprietorship (ownership or 
the share of responsibility for machinery and 
equipment, and the amount of remuneration), 
(vii) the degree of exclusivity, and (vii) 
responsibility for taxes and public dues (with 
or without a deduction for withholding tax 
and social insurance premiums). There are 
various forms of gig work, but a common form 
is that in which a worker receives an order 
from a client via a platform and completes the 
order. In many cases, the order has a service 
agreement or contract, the worker maintains a 
certain independence, and remuneration is paid 
not for labor but for a product. Hence, it would 
be difficult to recognize the “employee” status 
under the Labor Standards Act as this requires 
employment subordination as a precondition. 
  Appropriate worker ’s compensation 
is a part of occupational health and safety 
in a broad sense and is highly called for by 
workers working in a situation similar to that 
of employed workers. As mentioned earlier, the 
concept of an “employee” under the Industrial 

24)  Chief of Fujisawa Labor Standards Office Case (Supreme Court of Japan First Petty Bench decision, June 28, 2007), 
Labor Case, No. 940, 11; Chief of Yokohama Minami Labor Standards Case (Asahi Paper Industry) (Supreme Court 
of Japan First Petty Bench decision, January 18, 1996), Labor Case, No. 714, 14; Asahi Shimbun Case (International 
Editorial Department journalist) (Tokyo High Court decision, September 11, 2007), Labor Case, No. 951, 31; Japan 
Broadcasting Corporation Case (Osaka High Court decision, September 11, 2015), Labor and Economic Case 
Newsletter, No. 2264, 2; Chief of Shinjuku Labor Standards Office Case (movie shooting engineer) (Tokyo High 
Court decision, July11, 2002), Labor Case, No. 832, 13; etc.

25)  See Labor Management Relations Law Study Group (2011).
26)  See Labor Standards Law Study Group (1985).
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Accident Compensation Insurance Act is the 
same as that under the Labor Standards Act. 
The former has, however, established a unique 
scheme to allow self-employed carpenters 
( independent craftsmen who undertake 
construction jobs) to obtain coverage. The 
subjects of this special insurance coverage 
scheme were limited to the automobile driving 
service industry, construction industry, fishery, 
forestry, and the like. Following a revision in 
September 2021, the scheme started to cover 
those who perform delivery services using a 
bicycle, such as Uber Eats. However, many 
industries where gig workers and freelancers 
exist have not been covered yet. The worker’s 
compensation insurance under this unique 
scheme is deemed to cover cases almost the 
same27) as those under the insurance for general 
employees, such as commuting accidents 
occurring on the way to or from the workplace. 
Still, the availability of protection could be 
different in some cases. For cases such as an 
accident occurring when a worker takes his or 
her child between home and nursery school 
or back pain caused by work at home, the 
compensation insurance might not apply to 
general employees,28) but we should consider 
the possibility of offering compensation to gig 
workers. For other cases, such as long working 
hours and mental health conditions, general 
employees would be covered, but there should 
be higher requirements to give compensation 

to gig workers according to the level of their 
independence during work.

B.  The Status of a “Worker” under the Labor 
Union Act

According to judicial precedents in Japan, 
the status of being a “worker” defined under 
the Labor Union Act is often considered a 
concept covering a more comprehensive range 
of people than the definition of “employee” 
under the Labor Standards Act and the Labor 
Contracts Act. Therefore, even though the 
conditions for the latter are not met, those for 
the former may be met in some cases. When 
only the worker criteria under the Labor Union 
Act is deemed to be applicable to an individual, 
he or she would not be protected directly by 
the Labor Standards Act and the Industrial 
Safety and Health Act but would become able 
to join a labor union or form a new one, and 
thereby become able to negotiate with the 
employer through collective bargaining (which 
the employer must participate in), regarding 
specific health and safety conditions.29) This 
is effective in developing health and safety 
measures by job type. 
  In Japan, the “worker” defined under 
the Labor Union Act has been interpreted 
to “include those who should be defended 
by organizing a labor union and practicing 
collective bargaining.”30) 
  In addition, relevant precedents31) have 

27)  Ministry of Health, Labour and Welfare: https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-
5-08.pdf, accessed February 9, 2020.

28)  Because the former case is not considered as having occurred during commuting, and the latter is not a task 
performed in the workplace.

29)  In Japan, unreasonable refusal by an employer to engage in collective bargaining with a labor union would be 
deemed to be an unfair labor practice, and a labor relations commission would give a relief order or a court would 
order payment of damages, which is practically compulsory.

30)  Labor Management Relations Law Study Group (2011).
31)  CBC Orchestra Labor Union Case (Supreme Court of Japan First Petty Bench decision, May 6, 1976), Supreme 
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decided that, in determining whether a person 
falls under the definition of a “worker” under 
the Labor Union Act, basic decision factors are 
as follows (they are not requirements, and it is 
not always necessary to meet all of them): (i) 
inclusion in a business organization, (ii) one-
sided/adhesion contract provisions, and (iii) 
receipt of reward as remuneration for labor; 
the following are considered as supplementary 
positive decision factors (the presence of these 
factors may lead to recognition of the person 
as a “worker”): (iv) a relationship in which a 
person must accept a work order and (v) labor 
provision under control and supervision in 
a broad sense as well as a certain restriction 
by place or time; the following are negative 
decision factors (the presence of these factors 
may lead to less recognition): (vi) the presence 
of significant proprietorship. In this context, 
the “worker” under the Labor Union Act is 
deemed applicable not only to employees with 
a labor contract but to some independent self-
employed workers and artists (maintenance 
service contractors of electrical equipment 
manufacturers,32) opera singers,33) etc.). Gig 
workers, therefore, could be protected by the 
Labor Union Act as “workers” under this act if 

the above positive factors are met. 
  There is  a  l imitat ion,  however,  in 
controlling (i.e., interpreting flexibly) the 
concept of a “worker” under the Labor Union 
Act. A representative case is the order of 
the Central Labour Relations Commission34) 
(CLRC Order March 15, 2019, Labor and 
Economic Case Newsletter, No. 2377, p.3) 
issued on March 15, 2019, regarding a 
franchise contract for a convenience store (a 
small supermarket35) that sells mainly groceries 
with consumer-friendly characteristics such 
as multi-store operation and 24/7/365 opening 
hours). One of the common factors, in this 
case, is that both a franchisee and a gig worker 
are formally proprietors but they are bound 
under contract and working conditions that are 
specified solely by the other party. In this case, 
the owner of the convenience store, one party 
of the franchise contract, was argued against by 
the other party, a franchiser of the convenience 
store (hereinafter referred to as “franchise 
headquarters”), regarding whether the owner 
is a “worker” or not. The order denied such 
status and concluded as follows. There are 
“de facto constraints” and “one-sided contract 
provisions” in the relationship of the owners 

Court Reports, Vol. 30, No. 4, 437; New National Theatre Tokyo Incident Case (Supreme Court of Japan Third 
Petty Bench decision, April 12, 2011), Supreme Court Case, Vol. 65, No. 3, 943; INAX Maintenance Case (Supreme 
Court of Japan Third Petty Bench decision, April 12, 2011), Supreme Court Case, No. 236, 327; Victor Service & 
Engineering Incident Case (Supreme Court of Japan Third Petty Bench decision, February 21, 2012), Supreme Court 
Case, Vol. 66, No. 3, 955; etc.

32)  The aforementioned INAX Maintenance Case Supreme Court decision.
33)  The aforementioned New National Theatre Tokyo Incident Case Supreme Court decision.
34)  An independent administrative agency (quasi-judicial body) established to deliver settlements of collective labor-

management disputes under the Labor Union Act. The agency promotes more technical and flexible settlements 
than the courts. It also treats individual labor-management disputes. It has the formal powers of conciliation, 
mediation, and arbitration. Its arbitration decisions are binding on the parties concerned. The first instance is to be 
determined by a prefectural labor relations commission, but if a party has an objection, it can appeal the decision to 
the Central Labour Relations Commission. If a party has an objection to the decision of the Central Labour Relations 
Commission, it can apply to the court for cancellation of the decision.

35)  There are nearly 60,000 stores in Japan as of December 2021 (Japan Franchise Association website: https://www.jfa-
fc.or.jp/particle/320.html, accessed February 20, 2022.
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of each convenience store with the franchise 
headquarters, such as the requirement of 24-
hour operation, no closing day, and payment 
of a specified loyalty; however, these binding 
conditions are rooted in the nature of the 
franchise contract. On the other hand, because 
the convenience store owner is an employer 
and a person who conducts a business or 
undertaking, the significant proprietorship is 
recognized. Therefore, the “worker” status 
under the Labor Union Act does not apply.
  The Central Labour Relations Commission 
indicates the necessity of the development of a 
scheme to ensure social protection and dispute 
settlements because “concerning the issues 
arising from [...] a disparity of bargaining 
power between a person and a business, even 
if the person does not have a legal right to 
bargain collectively under the Labor Union 
Act ,  the development of an appropriate 
problem-solution mechanism, efforts of both 
parties toward it, and especially the company’s 

consideration are desirable.”
  Given the broadness and flexibility of the 
concept of a “worker” under the Labor Union 
Act on the one hand, and conditions such as 
constraints on and economic dependency 
(a vertical relationship due to livelihood 
dependency) of gig workers caused by 
accessoriness and adhesiveness of contracts, 
the labor relations commission or courts might 
recognize that they fall under the category of a 
“worker” under the Labor Union Act.36) There 
should be a certain level of protection for 
them, such as ensuring the right of solidarity 
and bargaining.37) When the status of “worker” 
is recognized for gig workers, however, a 
complex problem about who should be deemed 
the “employer” may arise.
  It is, therefore, necessary to examine how 
to protect gig workers who cannot be covered 
by controlling (interpreting flexibly) the 
concept of a “worker” under the Labor Union 
Act and other labor laws.

36)  There is a case that an organization called Uber Eats Union formed by 30 Uber Eats delivery staff applied the Tokyo 
Metropolitan Government Labor Relations Commission to examine a platform, the Uber Eats Japan Co., Ltd., and 
give a relief order to begin collective bargaining concerning a way to determine pay, compensation for injuries due 
to work, and other matters. On November 25, 2022, the Commission ordered the platform to engage in collective 
bargaining. The platform argued against the validity of the organization as a labor union but the Commission decided 
the delivery staff are workers under the Labor Union Act based on a general judgment as follows (Bengo4.com 
News, November 25, 2022, https://www.bengo4.com/c_5/n_15309/ ):

   (i) Although the delivery staff worked without the restriction of place or time and have freedom to accept or reject a 
work order, their behaviors were controlled in reality by algorithmic management, performance evaluation, and other 
schemes so that they cannot refuse the requests from clients easily.

   (ii) Significant proprietorship is not recognized for the delivery staff, and they were included in the business 
organization as the essential labor force of the platform by offering incentives to secure delivery staff working 
exclusively the company. The delivery wage is in fact a consideration for performed work.

   (iii) The Uber Eats determines at its sole discretion the terms and conditions of an adhesion contract with its delivery 
staff.

37)  Based on the guarantee of basic labor rights, Mishiba (2020, 7–8) stated as follows: “the development of a system 
to promote the solidarity should be considered” also for employment-like workers. The author continues, “it would 
be necessary to at least establish support measures such as imposing restrictions on contracts that interfere with 
collective bargaining or class action taken by employment-like workers, and requiring the orderer (and the like) to 
intermediate between an employment-like worker to other employment-like workers who work for the same orderer 
(and the like) to allow them to communicate each other, if so requested by the worker.”
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6.  THE POSSIBILITY AND LIMITATION 
OF EXPANDING THE SCOPE OF THE 
INDUSTRIAL SAFETY AND HEALTH 
ACT

In principle, the Industrial Safety and Health 
Act in Japan specifies provisions that require 
the business operator (a person who employs a 
worker or workers and to whom business profit 
is attributable, including a sole proprietor or 
legal entity ) to protect his or her employees 
from various occupational health and safety 
risks related to industrial activities, including 
physical risks caused by machinery operation, 
dangerous substances, construction work, etc., 
as well as psychosocial risks such as fatigue 
and stress. This law also has many provisions 
that require those other than business operators 
to protect people other than those employed 
by them. For example, a person who places 
an order (original orderer) contracting out a 
job categorized as the construction industry, 
etc. and also carries out some portion of the 
job him- or herself (called “principal business 
operator”) is required to engage in the overall 
control and management of the safety of 
workers including subcontractors, lower-
tier subcontractors, etc. working at the same 
construction site (including risk information 
sharing and safety patrol) (Article 30). Article 
31 of this law specifies that orderers contracting 
out a job categorized as construction etc. who 
carry out a part of the job themselves and 
meet specified requirements must take similar 
necessary measures to prevent industrial 

injuries for subcontractors and the like as they 
would do for workers they employ, when they 
make the workers use structures and other 
dangerous materials (including scaffolding, 
formwork supports, and alternating-current arc 
welders) for which the orderers have the risk 
information and management right. Article 30 
has provisions about site management, and 
Article 31, material management. In addition, 
there are provisions to require manufacturers 
and importers of specified dangerous and 
hazardous chemical substances to provide 
potential users of them risk information about 
these substances by labeling or other means 
(e.g., Article 57). The Worker Dispatch Act 
(the Act on Securing the Proper Operation of 
Worker Dispatching Businesses and Protecting 
Dispatched Workers) imposes obligations to 
impose more strict health and safety regulations 
on the person acting as the undertaking 
business operator who directly command 
and control workers than on the dispatching 
business operator (Article 45).38)

  These regulat ions assume that ,  to 
effectively ensure health and safety, it is 
not sufficient to make business operators 
protect the workers they employ. Hence, 
these regulations require those who have 
the right to manage information about and 
control the sites and materials with potential 
hazards and risks to provide such information 
and perform necessary protection measures 
(Toki 2020, 368).39) It may be said that these 
provisions reflect the principles such as 

38)  For the features of the Industrial Safety and Health Act in Japan, refer to Mishiba et al. (2022, 1-180).
39)  Toki (2020) says that the targets of these provisions are given a duty to observe the labor regulations (in this case, the 

Industrial Safety and Health Act) because they are exercising the authority of the employer under a labor contract. 
That is certainly true for some undertaking business operators, but principal business operators, for example, are 
prohibited to directly give instructions to assigned workers such as subcontractors (which would be deemed as an 
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Equivalenzprinzip (the idea that a person who 
benefits from an activity must be responsible 
for the prevention of and compensation for 
any accident caused by such activity) and 
foreseeability and controllability (the idea 
that a person who can foresee and control an 
accident must be responsible for the prevention 
of and compensation for such an accident). 
Essentially, however, these provisions are 
based on the nature of occupational health and 
safety which primarily pursues the prevention 
of industrial accidents. Because many of these 
regulations target constructors, shipbuilders, 
chemical substance manufacturers, etc., it is 
difficult to generally apply them to industries 
that commonly provide gig jobs.40) In addition, 
the Industrial Safety and Health Act in Japan 
and relevant ministerial ordinances do not 
always clarify the subjects of the protection 
(according to Article 1 and Paragraph 1 of 
Article 3 of this act, it aims to the protection of 
employees in general, but there are not many 
individual provisions that designate employees 
as the subject to be protected). In this context, 
the protection subjects may be interpreted 
naturally as employees or interpreted to include 
a wider range of people.
  Recently, a precedent was decided that 
interpreted the scope of the protection under 

some provisions of the Industrial Safety and 
Health Act to be broader. That was a case of 
construction asbestos lawsuit (Kanagawa first 
party) (Supreme Court of Japan First Petty 
Bench decision, May 17, 2021; Supreme Court 
Reports, Vol. 75, No. 5, 1359). Employees of 
construction companies and self-employed 
carpenters who had been suffering from 
asbestos lung, lung cancer, or other diseases 
caused by exposure to asbestos claimed 
compensation for damages against both 
the Japanese Government and construction 
materials manufacturers. The reasons were that 
nonuse of restriction power by the Japanese 
Government regarding the direction and 
supervision for the use of protective equipment, 
labeling and posting as to the danger of 
asbestos, and other measures was illegal 
under the State Redress Act, and the failure of 
duty of care by construction companies such 
as the failure of warning about risks of the 
products was an unlawful act. Japan banned 
the manufacturing of asbestos in September 
2006 under the Order for Enforcement of 
Industrial Safety and Health Act,41) but some 
people engaged in construction work who had 
performed building construction or demolition 
up to then (both employees and non-employees 
such as self-employed carpenters)  had 

evasion of the law because they should be treated as workers under a dispatch arrangement. Refer, for example, to 
“Standards regarding the Division between Businesses Performed by Worker Dispatching Businesses and Businesses 
Performed under Contract” (Notification of the Ministry of Labor No. 37 of 1986)). Historically, the Industrial 
Safety and Health Act was derived from the Labor Standards Act to play a technical and flexible role to pursue the 
prevention of industrial accidents. It is, therefore, not appropriate to identify who is responsible for hazard prevention 
measures because of the similarity to employers in their status.

40)  The workers’ home falls under neither the category of “workplace” that is mostly covered by the Industrial Safety 
and Health Act, nor the “office” that is subject to the relevant Office Hygiene Standards Regulations (Ordinance of 
the Ministry of Labor No. 43 of 1972).

41)  The Supreme Court confirmed the details that the Government had required business operators to “prepare (not 
confirm the use of equipment)” the protective equipment and raised the level of controls to be taken depending on 
the assessed level of asbestos hazards by providing notification and other means (not legally binding).
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developed mesothelioma, lung cancer, or other 
asbestos-related diseases. Victims filed a class 
action against the government and construction 
materials manufacturers to eight district courts 
across the country. The case mentioned above 
is one of these lawsuits.
  A point of issue, in this case, was whether 
the Industrial Safety and Health Act that 
aims to secure the health and safety of the 
“employee” in principle also covers self-
employed carpenters under a contract/service 
agreement or not, and in the event of failure 
of restrictions (including establishment or 
revision of legally binding rules or issuance of 
notifications not legally binding) for protecting 
them, whether nonuse of restriction power by 
the Japanese Government could be illegal or 
not.
  At that time, Article 57 of the Industrial 
Safety and Health Act required a person who 
puts specified chemical substances into a 
container, or packages or transfers them to 
others, to inform the parties concerned of 
related risks or other information by putting a 
label identifying this information on a container. 
In addition, Article 38-3 of the Ordinance 
on Prevention of Hazards Due to Specified 
Chemical Substances required business 
operators to indicate hazards and precautions 
for handling carcinogenic substances and other 
specified substances in the workplaces where 
these substances are handled. The Ordinance 
on Industrial Safety and Health at that time 
had required business operators to prepare 
respiratory protective equipment but had not 
required them to ensure that people engaging 
in work use the equipment.
  The point of contention, in this case, was 
whether the Government had committed an 
illegal act under the State Redress Act by failing 

to specify restrictions with the issuance of 
notifications (not legally binding) and to make 
adequate rules (legally binding). Concerning 
the latter issue, the question was whether self-
employed carpenters were included in the 
subjects of protection under these rules.
  The Supreme Court decided that the 
government is liable under the State Redress 
Act for not providing sufficient information 
or guidance regarding asbestos risks and the 
importance of wearing protective equipment by 
means of labeling, posting, or notification, and 
for not making it mandatory for those engaging 
in work to use protective equipment. In short, 
the Supreme Court affirmed the Government’s 
compensation responsibility under the State 
Redress Act for self-employed carpenters, 
based on the following grounds. The Court 
said:
  1) The main purpose of the Industrial 
Safety and Health Act is to protect employees 
but this act also specifies provisions to 
ensure the improvement of the workplace 
environment. In addition, because Article 57 
of this act focuses on material hazards, the 
subjects of the protection under this article 
include non-employees who access the 
workplace.
  2) The labeling requirement provided for 
by the Ordinance on Prevention of Hazards 
Due to Specified Chemical Substances also 
aims to protect people engaging in work 
including non-employees at the workplace 
where dangerous substances are handled.
  Based on this ruling, it is considered that 
the regulations regarding communication about 
risks of dangerous and hazardous substances 
and the improvement of the workplace 
environment under the Industrial Safety and 
Health Act are applicable to gig workers as 
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long as they work at construction/work sites 
that are managed and administered by business 
operators.42) There is a limitation, however, in 
the flexible interpretation by the courts. In fact, 
the current Industrial Safety and Health Act 
has contributed to the realization of only a part 
of the principle that a person generating risk 
is responsible for risk management, and may 
not protect all gig workers in different types of 
industries and jobs.

7.  THE POSSIBILITY AND LIMITATION 
OF APPLICATION OF THE CIVIL 
LAW CONCEPTS OF EMPLOYERS’ 
DUTY OF CARE43)

Even if the status of being an “employee/
worker” as defined under the Labor Standards 
Act and the Labor Union Act is denied, the 
protection under the civil law (usually, damage 
compensation but could exceptionally include 
prevention, i.e., refusal of work or demand 
for performance) could be applied for health 
and safety. According to precedents in Japan, 
the orderers’ duty of care toward people who 
receive work orders may arise under a complete 

contract/service agreement. The duty of care is 
a civil law obligation generally incidental to a 
contract established by precedent. Regarding 
precedent indications, Mishiba (2014)44) 
paraphrased the duty of care as a duty of (i) 
a “person who potentially has a practical 
influence (in particular, potential control and 
management)” on (ii) the “health and safety of 
a subject,” that assumes the presence of (iii) 
“the possibility of avoiding a consequence” 
(iv) based on the “foreseeability” of accidents 
and diseases, of (v) “implementing procedures 
or giving his/her best attention to avoid such a 
consequence.” Article 5 of the Labor Contracts 
Act enacted in 2007 clarified the duty of care 
in a labor-management relationship, but it 
goes even further than this. Even if there is no 
breach of a statutory duty, a violation of this 
duty of care might arise. Depending on the 
context of a case, a violation of guidelines not 
legally binding may constitute a violation of 
the duty of care.45) Its broad scope and contents 
are close to those of the UK’s HSWA (Health 
and Safety at Work etc. Act 1974) as well 
as the Management of Health and Safety at 

42)  Following this judgment, Article 22 of this Act and eleven relevant ordinances have already been revised and 
amended (e.g., to require constructors to develop the measures in stages to be taken for protecting self-employed 
carpenters and others who are not in their employment but engage in work or access their construction sites, even 
without the state of being under the command and control of the constructors). For details, refer to “Concerning 
the Enforcement of the Ministerial Order Partially Amending the Ordinance on Industrial Safety and Health, etc.” 
Labour Standards Notice No. 0415 Article 1, dated April 15, 2022. In addition, the Committee to Review the Health 
and Safety Measures for Sole Proprietors and Other Individual Business Operators has held meetings since May 
2022. Its agenda includes the necessity of more strict regulations for protecting self-employed carpenters and others, 
how to regulate digital platforms, and rules necessary for assuring the health of sole proprietors. The author (Mishiba) 
is a member of the Committee and reported on the UK and Australian legal systems.

43)  As mentioned in Section 1, in Japan, this concept is commonly called the “duty of ‘safety’ consideration,” but it also 
covers mental and physical health issues.

44)  For details, see Mishiba (2014); Mishiba (2017).
45)  The Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan issued a notice under the joint signatures of relevant 

administrative bodies to raise awareness about road safety among food delivery service platforms and delivery staff 
(Safety Division Chief, Ministry of Health, Labour and Welfare “Prevention of a traffic accident in food delivery 
using the bicycle and motorized bicycle.” Issued October 26, 2020. Safety Division Notice 1026. No.2, Attachment). 
It is not legally binding but might be used as a reference by the judiciary to examine the detail of a duty of care.
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Work Regulations 1999, general duty clauses 
specified by laws related to the industrial 
safety and health including in those European 
countries, and Canada’s Part II, Canada Labour 
Code of 1985. 
  A leading case of the Supreme Court 
concerning the duty of care is the Japan 
Ground Self-Defense Force Hachinohe 
Vehicle Maintenance Factory Case (Supreme 
Court of Japan Third Petty Bench decision, 
February 25, 1975, Supreme Court Reports, 
Vol. 29, No.2, p.143). In this case, a Self-
Defense Force official was run over and killed 
by a large vehicle driven by a peer, and the 
bereaved family sued the Government for 
compensation. The Supreme Court ruled 
that “between the parties who are involved 
in a social contact with each other following 
certain legal relations, the duty of care should 
be commonly recognized as an obligation one 
party owes to the other, or the parties owe to 
each other in good faith, that is ancillary to 
such legal relations.” That means even if there 
is no employment relationship, the parties with 
some social contact between them may be 
bound to the duty of care under the principle of 
good faith. Following this judgment, decisions 
were made that a principal contractor owed the 
duty of care to its subcontractors without an 
employment relationship (a representative case 
is Mitsubishi Heavy Industries Kobe Shipyard 
Case (Hearing Impairment); Supreme Court 
of Japan First Petty Bench decision, April 11, 
1991, Supreme Court Reports, No.162, 295).
  Therefore, when an incident occurs, 
caused by work materials (such as raw 

materials, means to work, etc.) supplied by a 
platform business to its gig workers, or when 
an orderer’s dangerous instructions (such as 
requesting transportation of excessively heavy 
goods or speeding up delivery) result in a 
traffic accident, the platform may be liable 
to damages due to its failure of performing 
its duty of care, given that the party enters 
into a special social contact relationship 
with the other. This, however, does not apply 
unconditionally. To impose the duty of care on 
those other than the employer, there must be “a 
special social contact relationship.” Moreover, 
civil liability for damages requires the failure 
to perform the duty of care, that is, a reason 
adequate to make the party liable (fault) and 
negligence. This would require, therefore, a 
relationship between the platform and the gig 
worker such that the platform can establish, 
control, and manage work conditions with high 
accident rates or command authority over the 
worker, which would allow the risks of work-
related accidents (damages) to be easier to 
predict and control. In addition, even if the 
failure to perform the duty was recognized, 
claims for prevention, such as demanding 
performance of the duty, are not accepted in 
most cases.46)

8.  A LABOR-RELATED LAW: THE 
HOME WORK ACT (ACT NO. 60 O/F 
1970)47)

This law aims to protect industrial home 
workers  (non-employees)  who usual ly 
engage in material processing. In Japan, 
the Factory Act, which came into force in 

46)  For example, Takashimaya Kosakusho Co., Ltd. Case, Osaka District Court, November 28, 1990. Labor Economy 
Court Precedent Preliminary Report. No.1413, p.3.

47)  In this section, the authors referred to Hashimoto (2009), Hamaguchi (2020), and Kitaoka (2022).
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1956 and aimed to protect people working 
at factories (especially minors and women), 
was a predecessor of the Labor Standards 
Act (Act No. 49 of 1947). A system was later 
developed where independent self-employed 
workers, according to a legal framework, 
perform cottage labor (homework) for factory 
owners to avoid the application of this law 
and compensation for workers’ injuries or 
diseases. This system has remained to date. 
In around 1958, deadly accidents occurred 
where homeworkers who had glued the soles 
of wedge mules, which were in fashion at that 
time, in a closed space died due to the exposure 
to benzene contained in rubber adhesive.
  Based on these circumstances, the Home 
Work Act likens the relationship between 
homeworkers and businesses who outsource 
jobs to that between labor and management. 
In other words, although homeworkers were 
excluded from the subjects of the Factory Act, 
the necessity of social protection for them 
was recognized from economic, health, and 
safety aspects and the Home Work Act was 
established.
  A c c o r d i n g l y,  t h i s  l a w  a i m s  t o 
extensively improve the working conditions 
of homeworkers by, for example, requiring 
persons who outsource work to prepare a 
slip that clarifies details of outsourced tasks, 
deadline/delivery date, wages, payment due 
date, and other conditions so that clients 
themselves and third parties (supervisory 
authority, etc.) can check the appropriateness 
of these conditions. Worthy of special note 
is Article 4, which is only an efforts clause 
but aims to dissuade the clients from asking 
homeworkers to work long hours.
  The circumstances of its enactment are 
similar to those surrounding the gig economy 

in a sense (business operators try to evade 
their responsibility as an employer), and some 
protection measures prescribed by this law 
may be effective also in ensuring the health and 
safety of gig workers. In specific, the viewpoint 
of “extensively improving working conditions” 
will support psychological and physical health 
measures, which are regarded as of major 
importance by recent occupational health and 
safety laws.
  For general health and safety issues, 
Paragraph 1 of Article 17 of this Act requires 
businesses who outsource jobs to take hazard 
prevention measures when they provide or 
supply machines and tools, raw materials, and 
other materials to homeworkers. Paragraph 
2 of the same article specifies the obligations 
of homeworkers to “take” measures to 
prevent hazards due to machines tools 
and raw materials, as well as gas, steam, 
and dust. Paragraph 3 of the same article 
specifies the obligations of a homeworker’s 
relatives residing together who are used by 
the homeworker as “assistants” to “perform” 
hazard prevention measures under Paragraph 
2. Paragraph 2 is considered to impose on 
homeworkers obligations to protect the health 
and safety not just of themselves but also of 
their “assistants.”
  This law assumes workers work from 
home, and in the course of its enactment, the 
necessity of privacy protection was called for. 
The law thus focused mainly on supporting 
homework(ers) and adopted an approach to 
minimize restrictions. These circumstances may 
lead to a difference from the Industrial Safety 
and Health Act. For example, the Industrial 
Safety and Health Act has provisions the Home 
Work Act does not have, that require a person 
obliged to take measures (such as a business 
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operator) to make the subjects of protection 
(such as employees) adhere to “Dos” (such as 
having the worker wear personal protective 
equipment under Paragraph 1 of Article 327 of 
the Ordinance on Industrial Safety and Health) 
and “Don’ts” (such as prohibiting workers 
from entering the dangerous area under Article 
245 of the same Ordinance).48) 
  Major executive authorities of the Home 
Work Act are Chiefs of the Labour Standards 
Inspection Office and Labour Standards 
Inspectors (Article 29) and in the event of non-
compliance with Paragraph 1 or 2 of Article 17 
concerning general health and safety matters, 
they can order the non-compliant person 
(orderer or homeworker) to stop issuing or 
accepting contract and/or using machines, tools, 
raw materials, etc. (Article 18). In violation of 
Article 17 concerning general health and safety 
matters or Article 18 concerning administrative 
dispositions, a penal provision (fine) will apply 
(Article 35).
  The Home Work Act with these provisions 
may not suit modern gig workers who usually 
engage in data processing, system construction, 
or similar tasks. However, there is an opinion 
that legal measures should be taken in 
reference to the Home Work Act.49) In particular, 
it is worth learning the approach of this law to 
make a person, who outsources work, control 
risks generated by the person him/herself and 
to require both the client and contractor to take 
necessary health and safety measures. Revising 
this law for gig jobs may be possible.
  It is, therefore, difficult to protect the 

health and safety of modern gig workers only 
with the current version of labor and labor-
related laws and regulations.
  The following sections will consider 
the feasibility of ensuring health and safety 
protection under economic laws. The Japanese 
Industrial Safety and Health Act actively 
addresses workers’ psychosocial stress such 
as by developing a new stress test system50) 
(Article 66-10). In this regard, workers’ 
working and economic conditions could be 
general issues at least in the context of the 
Industrial Safety and Health Act.

9.  ECONOMIC LAWS AND THE HEALTH 
AND SAFETY OF PLATFORM 
MEDIATED GIG WORK

A.  Act against Delay in Payment 
of Subcontract Proceeds, etc. to 
Subcontractors (Act No. 120 of 1956)

This law targets people (parent enterprises) 
who are, for a particular transaction, a party 
involved in the transaction themselves 
(contracting for work from a client) and entrust 
a subcontractor to all or a part of their duties. It 
aims to prevent parent enterprises from abusing 
a dominant bargaining position as an orderer 
to the subcontractor (sole proprietor or legal 
entity whose capital is less than that of the 
parent enterprise). Transactions to be regulated 
under this law are: the manufacture, repair, 
processing, etc., of goods and consignment of 
these processes (Paragraphs 1 and 2 of Article 
2); consignment where the parent enterprise 
engaging in the creation, provision, or use 

48)  Kitaoka (2022).
49)  Emeritus Prof. Sugeno proposes the introduction of a scheme which ensures the minimum wage under the Home 

Work Act also for freelance workers (Keidanren 2019).
50)  See Mishiba (2021).
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of the information-based product including 
software, video content, and different designs 
entrusts the subcontractor all or part of their 
duties (Paragraph 3 of the same); service 
contract where the parent enterprise entrusts 
the subcontractor all or part of the provision of 
a service the parent enterprise is engaging in 
(Paragraph 4 of the same). Under its provisions, 
these parent enterprises are obligated to deliver 
documents containing the details of work 
of the agreement (Article 3) and to fix the 
due date of payment of the proceeds of the 
subcontracted work (Paragraph 2 of Article 
2) and are prohibited from refusing to receive 
the work from a subcontractor or return the 
goods once received without adequate reasons 
(Items (i) and (iv) of Paragraph 1 of Article 
4), delay the payment or reduce the amount 
of the proceeds of the subcontracted work 
(Items (ii) and (iii) of Paragraph 1 of Article 4), 
and retaliate against a subcontractor because 
the subcontractor informed the Fair Trade 
Commission or other administrative organs of 
any of these acts (Item (vii) of Paragraph 1 of 
Article 4). The law has provisions applicable in 
case of a violation of the above provisions, such 
as recommendation or collection of reports by 
the relevant authority and sanctions in case 
of failure to meet these requirements. The 
penal provisions, however, have not applied in 
general (Kanai, Kawahama, and Sensui 2018, 
363), and successive illegal acts have taken 
place; thus, the Fair Trade Commission started 
to publish a list of companies the Commission 
gave notification of a need for improvement.51) 
  Gig workers could be protected under this 

law as long as they are engaged in business 
specified in the law but the scope is limited. 
In addition, the law does not have a provision 
concerning general health and safety protection, 
such as a requirement for occupational risk 
assessment on parent enterprises. As a natural 
result, the law does not work for securing a 
transaction itself between a parent enterprise 
and a subcontractor.

B.  Act on Prohibition of Private 
Monopolization and Maintenance of Fair 
Trade (Act No. 54 of 1947)

In principle, this law intends to regulate any act 
that practically contributes or may contribute 
to impeding or restraining fair competition, 
falling under any of the following: (i) private 
monopolization, (ii) unreasonable restraint 
of trade, and (iii) unfair trade practices. The 
purpose of this law is such as to promote fair 
competition and the wholesome development 
of business activities and secure the interests 
of general consumers. Case (i) means an act 
such that an existing enterprise, in conspiracy 
with other enterprises, “excludes” new or other 
enterprises by, for example, impeding their 
entry into the market, or “controls” them and 
hinders their autonomous decision-making 
process by placing them under its umbrella 
(Paragraph 5 of Article 2). Case (ii) means an 
act such that existing enterprises form a cartel 
or use other means to fix the transaction price 
(for example, bid-rigging). Case (iii) means an 
act such that an existing enterprise refuses or 
causes another enterprise to refuse to supply 
to a certain enterprise with goods, or unjustly 

51)  Japan Fair Trade Commission website: https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukekankoku/index.html, accessed 
February 11, 2022.
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fix responsibility for or inflicts a loss on a 
certain enterprise by making use of its superior 
bargaining position over the counterpart 
such as a continuous business relationship 
(Paragraph 9 of Article 2). The ways to secure 
the implementation of regulations (i) and (ii) 
include an order by the Fair Trade Commission 
to cease and desist a relevant act of violation 
(the Cease and Desist Order; Article 7), and to 
pay to the national treasury a surcharge of an 
amount as an administrative penalty (Paragraph 
2 of Article 7-2), and a criminal penalty (Item 
(i) of Paragraph 1 of Article 89). The ways to 
secure the implementation of the regulation (iii) 
include the Cease and Desist Order (Article 7).
  The Fair Trade Commission has also 
published “The Policy on the Franchise System 
under the Antimonopoly Act (June 23, 2011)”52) 

and has conducted research on the current 
situation of the convenience store industry 
in an attempt to protect franchisees (member 
stores) that had not been covered under the 
Labor Contracts Act.
  Hence, this act may apply to self-
employed gig workers. If applied, however, it 
would directly modify the principle of a free 
economy; thus, this law tends to be interpreted 
and applied very carefully.53) The scope of the 
provisions governing the abuse of a superior 
bargaining position, whose applicability 
is most frequently examined, is limited. In 

reality, these provisions have been applied in a 
controlled manner and so it cannot be said that 
they are flexibly and individually applicable to 
settle various disputes. Moreover, the general 
obligations of business operators to ensure 
health and safety are not governed by this act.

C.  Act on Improving Transparency and 
Fairness of Digital Platforms (Act No. 38 
of 2020)

In the economic and industrial field, the Act 
on Improving Transparency and Fairness of 
Digital Platforms (TFDPA) was established 
(promulgated on June 3, 2020) and enforced 
in 2021. This law well represents the soft-law 
nature of Japanese laws.
  The Act targets the digital platform 
providers and aims to control (not forbid) 
certain of their behaviors such as, by using 
their superior bargaining position, imposing 
unfair transaction conditions to a counterparty 
to transactions, and unilaterally changing an 
agreement once concluded. On the other hand, 
the law specifies that the involvement of the 
state must be kept to the minimum necessary 
(Article 3). This law adopts a mechanism 
(called “co-regulation”) whereby the law 
forms a broad framework of regulations 
and encourages designated digital platform 
providers to voluntarily take measures to ensure 
transparency and fairness in transactions. 

52)  The Commission says as follows: “Under the franchise system, the member is integrated into the system of the 
head office, including the system of comprehensive guidance. It is especially important, therefore, that a party 
contemplating becoming a member makes the proper judgment before deciding to participate. It is desirable that the 
head office discloses sufficient information to a party contemplating becoming a member when the member is invited 
to participate in the franchise. In addition, the business transactions between the head office and the member after the 
franchise agreement has been signed should not cause a disadvantage to the member unilaterally nor should it place 
unjust restrictions on the member.”

53)  Japan Fair Trade Commission website: https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/gyouseishidou.html, accessed 
February 11, 2022.
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Specifically, among digital platform providers 
with a specific business category and scale, 
this law targets only those designated by 
the administrative body (designated digital 
platform providers). Its basic regulation policy 
is to require those subject to the law to submit 
annual self-evaluation reports about measures 
taken, following which the administrative 
authority will review the business status of the 
platforms based on their submitted reports and 
publish the results. Basic measures required 
to be taken by the designated digital platform 
providers include the disclosure of transaction 
conditions and the establishment of systems 
and procedures necessary to ensure fair 
transactions and handle complaints.
  In April 2021, five companies including 
Amazon Japan G.K., Rakuten Group, Inc., and 
Yahoo Japan Corporation became designated 
digital platform providers.
  Although this Act may not be commonly 
thought of as a law to protect gig workers, 
it is significant that some restrictions have 
now been placed on digital platforms. Future 
amendments could contribute to the broader 
protection of gig workers using digital 
platforms.

D.  Small and Medium-Sized Enterprise 
Cooperatives Act (Act No. 181 of 1947)54)

The purpose of this act is to provide for the 
organizations (each small- and medium-sized 
enterprise cooperative and the federation of 
small- and medium-sized business associations) 
necessary for persons engaged in a small- and 
medium-sized commercial business, industrial 
business, mining business, transport business, 
service business or any other business and 
other workers (both of these types of member 
are cooperative members), and to achieve an 
improvement in their economic status. Small- 
and medium-sized enterprise cooperatives 
(hereinafter referred to as the “cooperatives”) 
are categorized into five groups based on the 
member’s business types and other factors 
(Article 3),55) but must be a juridical person 
(Article 4), and the member is able to join or 
withdraw from the cooperative voluntarily 
(Article 5). The member has equal voting rights 
and the cooperative has the purpose of serving 
its members through its activities (Article 5). 
A cooperative consisting of members whose 
amount of capital and number of employees 
do not exceed the specified values will be 
exempted from the application of the Act on 
Prohibition of Private Monopolization and 
Maintenance of Fair Trade (Article 7). The 

54)  In 2020, a legislation introduced by a Diet member, the Worker Cooperatives Act (Act No. 78 of 2020), was 
established. It aims to protect workers who are actively engaged in public services (such as visiting care, after-school 
childcare, self-reliance support for unemployed youth) as laborers. The act will be enforced on October 1, 2022, 
except for some provisions. This is a part of the process to create a legal system for the consumers’ co-operative that 
was originally founded by Robert Owen in the UK and has been developed uniquely in Japan. This act takes over the 
Small and Medium-Sized Enterprise Cooperatives Act in many parts, but its most characteristic point is that the act 
defines the cooperative member is an individual and aims to protect the member as laborer in light of the relationship 
with the worker cooperative (i.e., acknowledging the legal status of the individual as a person who is a member of 
management and a laborer at the same time). Although this act does not have enough compelling force, it might be 
useful for some types of gig jobs in the future.

55)  A worker’s collective is one of the groups where a worker or other member starts and runs business by providing 
one’s own capital and also provides labor.
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main activities conducted by the cooperative 
include joint activities related to the business 
of members, loaning of business funds, and 
the conclusion of collective agreements with 
clients to improve the economic status of 
members (Paragraph 1 of Article 9-2, emphasis 
added).
  Worthy of special note is that, under this 
Act, counterparties on transactions with the 
cooperative and member have an obligation 
to negotiate in good faith for the conclusion 
of collective agreements by the cooperatives. 
Paragraph 12 of Article 9-2 specifies that an 
enterprise (excluding small-scale enterprises) 
that has a business relationship with a 
cooperative or a member is to start negotiations 
with sincerity when the representative person 
of the cooperative or the member states an 
intention to start negotiations to conclude a 
collective agreement on the trade terms and 
conditions. This act has no sanctions in this 
regard, but a collective agreement is valid 
directly for members. In the case that the 
conditions of an agreement are inconsistent 
with the terms of the collective agreement, only 
these inconsistent terms would be corrected 
pursuant to the collective agreement. When the 
parties concerned do not reach an agreement 
through the negotiations for concluding a 
collective agreement or the interpretation and 
application of the collective agreement, either 
of them may file a request for mediation or 
conciliation with an administrative authority 
(who is  usual ly a  competent  authori ty 
governing the cooperative operation; if there is 
no competent authority, then it is the Small and 
Medium Enterprise Agency) (Article 9-2-2).
  Importantly, the Federation of Small 
Business Associations (FSBA), which governs 
each cooperative, may make proposals on the 

particulars concerning small- and medium-
sized enterprises directly to the Diet, a council 
of a local government, or an administrative 
authority (Articles 74 and 75). The provisions 
aim to secure the political influence of small- 
and medium-sized business associations 
through the FSBAs.
  As shown above, this act intends to enable 
small and medium-sized business operators, 
who are generally economically weak, to 
organize trade associations or guilds, enhance 
bargaining power against clients and economic 
power, and promote mutual assistance (note 
that Paragraph 3, Article 5 of this act requires 
political neutrality). The small- and medium-
sized enterprise cooperative under this law is 
both a profit-making corporation and nonprofit 
corporation, and thus is theoretically regarded 
as an intermediate corporation (NFSBA 2016, 
10). Examples of cooperatives under this 
law include the Federation of Akabou Light 
Vehicle Transportation Cooperatives, which 
is organized by sole proprietors engaging in 
the transportation business under the same 
brand, and the Soka Senbei Cooperative 
which is organized by local manufacturers 
of rice crackers. This law has been applied 
in few cases (there have been no cases in 
which a party filed a request for mediation in 
negotiations with its client) and has not been 
focused on in the labor field in Japan, but it 
may be useful for gig workers. If gig workers 
set up a cooperative, they would be able to 
conduct collective bargaining under legal 
protection for improving working conditions 
and occupational health and safety based on 
the characteristics of each occupational type.
  This Act, however, has the following 
problems for practical use. 
  First, the law is not compulsory as 
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compared with the provisions of the Labor 
Union Act in terms of restricting unfair labor 
practices (for example, employers cannot 
refuse to bargain collectively and must not treat 
any cooperative member in a disadvantageous 
manner). The administrative body does not 
have the authority to give a relief order to 
correct an illegal condition. Therefore, even for 
an important problem such as health and safety, 
there are no countermeasures available when 
a platform or an orderer refuses to engage in 
collective bargaining with the cooperative.
  Second, there are no guarantees for gig 
workers such as the right to strike or take part 
in other collective activities, and they have no 
exemption from civil liability or indemnity 
from prosecution for reasonable cooperative 
operations, which are guaranteed for labor 
unions by the Constitution or the Labor Union 
Act (Paragraph 2 of Article 1 and Article 8), 
respectively. If a cooperative makes a protest 
or takes disputing action, it would have civil 
liabilities including that the cooperative would 
become liable to compensate damages to 
an orderer or the platform would be able to 
terminate a contract because of the breach 
of the contract. Moreover, the cooperative 
would be subject to criminal punishment 
depending on the method/mode of its acts, 
such as forcible/fraudulent obstruction of 
business (Articles 233 and 234) or breaking 
into a residence (Article 130). Therefore, if the 
cooperative holds collective bargaining with 
the platform or orderer and the parties are at 

an impasse, the cooperative does not have any 
effective solutions. 
  Third, if the platform's office or the 
address of a company that operates the platform 
is located abroad, the practical problem of 
where they will engage in bargaining may arise 
(but this problem may arise in labor unions as 
well).
  We should address a number of challenges 
to  us ing  the  Smal l  and Medium-Sized 
Enterprise Cooperatives Act for gig workers 
to realize that important working conditions 
such as health and safety are correctly ensured; 
however, since there are various gig jobs such 
as transportation and software development, 
the industry type, job type, region, and other 
factors should be considered in collective 
bargaining to ensure feasible health and safety. 
The government should commit to providing 
information and collecting data about the best 
practice and notices by publishing guidelines,56) 

and establishing the minimum requirements, if 
necessary.
  Moreover,  considering the income 
insecurity and the current expanding scope of 
health and safety regulations, it is desirable 
that the government includes the following 
matters in the subjects of collective bargaining 
between a gig workers’ cooperative and a 
client: clarifying contract terms, determining 
proper remuneration and securing payment, 
providing social security (for illness, aging, 
unemployment, etc.),  supporting career 
development, guaranteeing pay during leave 

56)  The Ministry of Health, Labour and Welfare has already issued the Guidelines for the Appropriate Introduction and 
Implementation of Off-Site Work Using Information and Communications Technology on February 22, 2018, and 
the Occupational Health Guideline for VDT Work (Labour Standards Notification No.0405001) on April 5, 2002. 
The National Institute of Occupational Safety and Health, a comprehensive research institute for occupational safety 
and health in Japan, has also conducted research on occupational risk during teleworking, etc. However, the purpose 
of both of them is to provide the protection only for employees.
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for childbirth, childcare, and nursing care, 
preventing harassment, covering liability for 
damage caused to a third party and securing 
dispute resolution measures (when a platform 
is based overseas).57, 58) 
 
10.  SUGGESTIONS FROM 

OCCUPATIONAL HEALTH
This section presents the findings from a 
review of occupational health literature 
concerning risks inherent to gig work and 
control measures, as reference materials to be 
considered for theories of legal interpretation 
and bargaining between relevant parties about 
the duty of care, as well as for future legislative 
processes.
  In Japan, no research has been conducted 
on the health management and occupational 
health and safety of gig workers. In other 
countries, a few studies have been published 
on gig workers’ health and safety. A study in 
the U.S. warned that the health and safety risk 
has been increasing because many gig workers 
use their own cars for work or work at home, 
which invalidates the existing protection 
against the known occupational risk factors 
(Tran and Sokas 2017). In addition, Bajwa et 
al. (2018) gave the following three categories 
in examining the factors influencing the 
health of gig workers: a) hazards inherent to 
the work (occupational vulnerabilities), b) 
poor protection (precarity), and c) hazards 

arising from the use of platforms (platform-
based vulnerabilities). Factors for category 
a) include the increase in the risk of traffic 
accidents for drivers and musculoskeletal 
injury due to prolonged typing and other 
repetitive movements. Factors for category 
b) include the necessity to prepare tools and 
equipment through one’s own efforts as well as 
the limited opportunity for training and career 
development. The above two categories are 
applicable also for other jobs, but category 
c) is unique to gig work. In using a platform, 
for example, the feeling of loneliness among 
workers who have no personal relationship in 
the platform, discriminatory treatment due to 
uncontrollable factors, and stress due to the 
income decrease have been observed.
  A German researcher’s study of crowd 
workers in Germany (using the Somatic 
Symptom Scale-8; SSS-8) showed a significant 
increase in the number of physical conditions 
among crowd workers compared to general 
workers (Schlicher et al. 2021). A study in 
the US examined the piecework system (the 
amount of pay is directly linked with the 
volume of products produced or services 
delivered by workers) of the gig economy 
and indicated that such a system is a risk 
factor for health (Davis and Hoyt 2020). 
This study analyzed the results of a cohort 
study (questionnaire survey of gig workers 
and comparison of outcomes) conducted 

57)  See JILPT (2011).
58)  Note that JTUC Research Institute for Advancement of Living Standards (2018) examines the framework to protect 

“workers (not employees),” stating, “because in many cases, the conventional theory of including workers in a 
business organization is not applicable for people, especially crowd workers, if there is inequality of bargaining 
power in a relationship with the other party, a status of being a ‘worker’ under the Labor Union Act should be 
broadly applied for them” and “even if they are considered as self-employed workers, it should be accepted to 
conclude a collective agreement with similar effect as in a labor agreement and require the other party to do 
collective bargaining by applying the Small and Medium-Sized Enterprise Cooperatives Act.” Hamamura (2018, 12) 
holds a similar view.
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by the Bureau of Labor Statistics (BLS). 
The questionnaire survey asked a question 
about the presence or absence of “health 
obstacles” (whether there is any health 
problem that may restrict the daily life or 
work life regardless of whether it is caused by 
work) and self-evaluation data was collected. 
It was a subjective scale, but annual and 
cumulative odds ratios of health obstacles were 
significantly higher among piece workers than 
wage and salary workers (95% CI: annual 1.75 
(1.16, 2.62); cumulative 1.42 (1.03, 1.96)).
  A paper indicated various influences of 
the COVID-19 pandemic on gig workers. 
Research conducted in Seattle in the US 
revealed that only 31% of app-based drivers 
were given appropriate masks and disinfectants 
from their companies (Beckman et al. 2021). 
A result of research analyzing the responses 
of an interview survey on gig workers during 
the COVID-19 pandemic showed that some 
gig workers accepted diverse dangerous jobs 
that entailed direct contact with other people, 
mainly caused by the mechanism of the 
algorithmic management (if workers maintain 
a high customer satisfaction rate, the system 
offers more opportunities to them) (Cameron, 
Thomason, and Conzon 2021). The research 
also revealed that some of the gig workers 
figured out a way to mitigate physical risks, 
while some of them could not accept the risks 
and temporarily stopped doing gig work.
  Gig work is similar to teleworking in 
that computers and other digital devices are 
used and tasks are performed outside the 
sites of clients and platforms. Concerning 
the risks inherent in teleworking and the 
recommended controls, a joint technical brief 
was published recently by the WHO and 
ILO (2021). This article seemed to grasp the 

immediate expansion of teleworking during 
the COVID-19 pandemic and adopted the 
approach of firstly securing teleworkers’ health 
and safety, but did not mention a controversial 
issue, the teleworkers’ status of being a 
“worker/employee.” This technical brief took 
into account an employment relationship in 
principle and used the term “employer” but 
did not use the term “employee” and rather 
used “worker.” Generally, this technical brief 
listed the advantages of teleworking (based on 
investigation results including job opportunities 
for individuals with chronic conditions, 
reduction of blood pressure, mitigation of the 
risks of developing depression, and increase 
of physical activities) and aimed to promote a 
proper teleworking arrangement. Assuming the 
difficulty of the health and safety management 
that could be taken in practice in the offices, 
the article also listed the following inherent 
occupational risks: (i) physical conditions due 
to prolonged computer use (musculoskeletal 
injury, eye strain), (ii) social isolation, (iii) 
cyberbullying and harassment, (iv) disorder 
of the daily rhythm, (v) too much or too little 
work, and (vi) increase of mental stress due 
to interruptions caused by family members, 
especially children.
  Concerning the controlling measures, 
these papers, based on the difficulty of 
supervision and management by employers, 
highlight the importance of cooperation among 
workers and labor-management consultations 
(especially, consultations in the safety and 
health committee and with a representative 
in charge of safety and health). They also 
place importance on the following factors: 
periodic social communication (such as online 
meetings, etc.), flexible working schedule 
(such as introduction of flexitime, etc.), 
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avoidance of contact from employers during 
days off, clarification of work performance 
and the priority order of tasks, proper labor 
management using rules on work hours and 
disciplines (e.g., no drinking, no smoking, 
etc.), workplace risk assessment using online 
checklists, online education based on risk 
assessment results, response to overworked 
workers, positive feedback, promotion of 
exercises, and support by occupational health 
services. In addition, they recommend that 
employers provide workers with supplies 
necessary for work, including computer 
hardware and software, office furniture, and 
insurance including worker’s compensation 
insurance and home contents insurance. They 
require that the government authorities monitor 
and analyze matters about occupational 
diseases and/or disorders. These statements 
are also suggestive for the gig economy. 
However, periodic social communication, 
proper labor management using work rules, 
online education, promotion of exercises, and 
other matters are founded on the employment 
relationship. It is, therefore, difficult to require 
those other than employers to realize these 
conditions.

11.  CONCLUSION: THE NECESSARY 
LEGAL RESPONSE

This section concludes the article by drawing 
out its key points.
  First of all, concerning the status of 
gig workers as “employees,” expanding the 
scope of the category of being “employees” 

is difficult. We should apply labor-related 
laws properly to protect people falling under 
this category by flexibly interpreting these 
laws. Especially for important law-protected 
interests such as health and safety, efforts 
should be made to achieve protection under 
laws including the Industrial Safety and Health 
Act, the Labor Standards Act, and the Labor 
Union Act by flexibly interpreting the existing 
criteria. However, there are limitations to this 
approach. People who do not fall under this 
category but need to be protected in a similar 
manner to employees should be protected by 
applying, for example, the Small and Medium-
Sized Enterprise Cooperatives Act (See Section 
9(D) above, i.e., a law for small- and medium-
sized businesses to strengthen the solidarity, 
enhance bargaining power, and promote mutual 
assistance and political influence) and by 
revising the same act, the Home Work Act (See 
Section 8, i.e., a law to ensure the health and 
safety of industrial home workers who work at 
home under contracts from clients).
  In principle, health and safety are to be 
managed by the assessment of different risks 
inherent (incidental) to work (risk management 
for health and safety within the scope of 
one’s work). Therefore, (i) labor-management 
consultations, (ii) the utilization of industry 
health professionals,59) and (iii) investigation 
of common risks inherent to work (by industry 
and job), creation of guidelines, and other 
measures by the Government would be 
effective.
  Since the Industrial Safety and Health 

59)  The Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan has established prefectural occupational health and safety 
support centers to offer free consultation services for workers and employers about occupational health. Mishiba 
(2020, 13) recommend the utilization of these centers partly because the Japanese Government is committed to 
promoting freelance work.
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Act focuses on the prevention of industrial 
accidents rather than a legal systematization 
or consistency, it imposes obligations on not 
only employers who directly employ workers 
but other certain, various individuals. This law 
values a normative way of thinking about who 
should be liable for health and safety while 
adopting a practical way of thinking about who 
can fulfill health and safety obligations more 
easily and effectively.
  The UK’s HSWA, which has often been 
referred to by the Japanese Safety and Health 
Act, identifies targets (subjects who are bearers 
of obligations) in a broader manner including 
employers and risk generators (persons who 
have risk-related information and can control 
risk, such as those who control and manage 
work conditions), focusing comprehensively 
on health, safety, and welfare. The HSWA 
has general regulations with sanctions that 
require the targets to take reasonable and 
feasible measures to protect not only their 
employees but other persons who may be 
affected thereby (S.2 through S.7). In addition, 
a significant fine is specified for a breach of 
this law and is implemented accordingly. As 
mentioned in footnote 12, in Australia, S.19 of 
the harmonized Work Health and Safety Acts 
targets all persons who conduct a business or 
undertaking (PCBU), including an employer, 
and requires them to ensure, so far as is 
reasonably practicable, the health and safety of 
workers engaged, or caused to be engaged by 
the person. The policy of these laws is similar 
to the concept that a person who generates risk 
or can control and manage risk must ensure the 
health and safety of the workers exposed to the 
risk.
  Although the Industrial Safety and 
Health Act in Japan does not have radical 

provisions as the UK and Australian laws 
do, the concept of civil responsibility for the 
employer’s duty of care formed by judicial 
precedents in Japan plays a similar role as 
the provisions of these laws. In other words, 
this concept of the duty may contribute to 
the protection of self-employed workers 
and other  non-employees by imposing 
obligations on those who are not employers 
for risks specified and not specified by laws. 
The original scope of this duty, however, is 
not as broad as that of the Australian Work 
Health and Safety Acts. In addition, the courts 
tend to consider the background of each 
case (individual circumstances and social 
background) comprehensibly to determine a 
specific obligation and the presence or absence 
of the violation; therefore, even the text of 
the Industrial Safety and Health Act does not 
always directly represent the practical duty of 
care. Since this is a civil liability, an affected 
person needs to actively claim and verify a 
violation by a person obliged to take measures 
to the court, which indicates the passive nature 
of the act (adversary system and dispositive 
principle). Even if the claim is accepted, a 
remedy will be only the payment of damages. 
It is difficult to use this concept of duty to 
enable the demand for the performance of the 
duty and other preventive approaches.
  The point in question is whether Uber and 
other platforms are risk generators because of 
their algorithmic management. It is reasonable 
that orderers and clients decide whether they 
conclude a new contract/service agreement 
with the other party according to the work 
performance of the other party. However, if 
algorithmic management is a strong factor 
causing a large number of ride-share drivers’ 
traffic accidents or health damage under the 
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conditions that there is a contractor’s economic 
dependency and a one-sided contract, the 
legislation discussed herein will be required. 
Mishiba considers that there could be a legal 
interpretation theory with a social policy 
approach to regard an individual as an 
“employee,” even to a limited extent, until 
proper legislation is established. The co-author 
Kurashige has a different view on this point. 
Kitaoka (2022) emphasizes the need to control 
risks, especially for young and/or unskilled 
workers.
  In an attempt to control (interpret flexibly) 
the concept of being an “employee” for gig 
workers, flexibly apply existing laws and 
regulations (the Industrial Safety and Health 
Act and the Labor Union Act, and those listed 
herein) to those not falling under the category 
of “employees,” and protect gig workers 
with new legislation, the basic grounds are 
the economic dependency and accessoriness 
of contracts (a contractor must accept terms 
specified by a client or operation manager 
to conclude a contract). In addition, when 
considering the broader health and safety 
concept including mental health, the facts that 
clients and operation managers generate risk 
(liability for risk), control and manage gig 
workers’ working conditions, and have a close 

social contact relationship with a contractor 
may be additional grounds. In some cases, 
there may arise the obligation to protect 
contractors under civil and penal laws based 
on these backgrounds.60) Since these factors are 
often observed among platforms, they are to 
be those obliged to ensure health and safety in 
most cases.
  Duties to be imposed on platforms are 
risk assessment, provision of assessment 
results to gig workers, and a sincere response 
to collective bargaining, while measures to be 
taken by the government include investigations 
of general risks associated with gig work and 
of ideal countermeasures and the provision of 
relevant information. In Japan, the government 
has taken initiative to promote freelance work; 
therefore, providing a sense of security is 
necessary by preparing a proper social safety 
net as a public policy, regardless of whether 
freelance workers fall under the category of 
“employees” or not. At present, financing 
systems (such as those offered by the Japan 
Finance Corporation), health check-up systems 
(for example, a community health system 
run by municipal governments, services of 
health insurance societies by industry, and 
specific lifestyle health check-ups and health 
guidance61)) are available for those who are 

60)  In Japan, Article 218 of the Penal Code specifies that when a person who is responsible for the care of a person 
of old age, a child, a person with a disability or illness, abandons or fails to provide the necessary care to them, 
the person is punished. The protection responsibility hereunder may be deemed to arise due to the presence of an 
antecedent action as well as an applicable law and contract (Tokyo High Court decision, May 11, 1970, Hanrei Times 
Co.,Ltd., No.252, 231). In a civil context, delivery obligation and at least between a creditor and a debtor, it is said 
that both parties are liable to protect the other party as duty of care (Schutzpflicht) not to cause death or bodily injury 
or infringement of property of the other party, in addition to contractual basic performance and concomitant duties 
(Okuda 1992, 18).

61)  A scheme where, in accordance with the Act on Assurance of Medical Care for Elderly People, each medical insurer 
executes specific lifestyle health check-ups to find diabetes and other lifestyle-related illnesses for the insured aged 
40 or over by measuring chest circumference, BMI, blood pressure, neutral fats, high-density lipoprotein (HDL) 
cholesterol, and other indicators, and gives specific health guidance for those with metabolic syndrome.
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not employees. Startup support facilities called 
“Incubation Centers” have also been founded 
that are run by public organizations providing 
entrepreneurs with a workspace and access 
to expert advisors.62) However, according to 
JILPT (2019), there is an increasing need 
among freelancers for unemployment insurance 
and worker’s compensation insurance. At least, 
it is necessary to expand the scope of coverage 
of worker’s compensation insurance including 
compensation for commuting injuries (the 
special insurance coverage scheme). Demands 
for occupational health services such as health 
care consultation seem not to be developing. 
That is partly because such consultation 
does not always result in a solution. Hence, 
the promotion of collective bargaining is 
required using such as the Small and Medium-
Sized Enterprise Cooperatives Act.63) For 
example, it is necessary to establish a scheme 
as follows: if cooperatives that are protected 
under this law assign industrial physicians to 
conduct interviews with cooperative members 
(gig workers) when the physicians deem it 
necessary to do so, cooperatives can approach 
platforms or clients to improve the working 
conditions of the members in question.
  Furthermore, in the modern labor-
related law context, the structure of conflict 
between labor and management has been 
transformed into a conflict between artificial 
intelligence (AI) and human intelligence, or 
between legal restrictions and human society 
and interdisciplinarity of academic fields. The 
problem is how to provide values differentiating 

from what AI provides and how to harmonize 
legal restrictions with human society and 
use them effectively. More specifically, we 
should find a way to realize dialogue and 
cooperation between the parties concerned 
for problem solving, by using applicable laws 
and regulations. This challenge is highlighted 
in the gig economy. The gig economy has 
certainly created new styles of work. None of 
the Japanese laws have addressed issues in the 
gig economy sufficiently; however, different 
laws with different principles exist in order 
to combat labor issues and monitor behaviors 
of business owners with the help of group 
dynamics (such as worker and customer trust 
in business owners). As a result of monitoring, 
if the legislative body decides there is a lack of 
support, a more advanced statutory approach 
will be developed. In terms of versatility and 
flexibility, labor laws in Japan may, to some 
extent, serve as a useful reference in a global 
context.
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＊三柴と倉重は、本稿に均等に貢献し、掲載順は不同である。
　本稿のうち、法学的な検討部分は、倉重の作成した素案を三柴が再構成し、substantial な加筆修正を行っ
た。よって、両者の見解を反映している。ギグワーカーの労働者性、彼らへの中小企業等協同組合法の適用の
着想は主に倉重、理論構築は主に三柴、日本法の特徴、ギグワーカーへの安全衛生の確保に関する着想と理論
構築は主に三柴が担った。ギグワーカーに関するデータの調査、産業衛生学に関する文献レビューは、JILPT
の「独立自営業者」の就業実態（2019年）及び ILO/WHOのテクニカル・ブリーフ（三柴担当）を除き、中
澤が担当した。

［要 約］

　日本の労働関係法は、一般的にソフト・ローであり、ギグワークに関する法制度
も不十分／もどかしいが、独自の趣旨を持つ様々な法律が課題を包囲し、社会学的
な力学（就労者や消費者の事業者への信頼等）と共に事業者の行動を監視している。
ルールの形成過程で経営者との合意を重視する理由の1つは、ルールの策定後、経
営者にそのルールを確実に履行させることにある。多面性と柔軟性の面では、国際
的に一定の参照価値を持つようにも思われる。
　日本の主要な個別的労働保護法（労働基準法、労働安全衛生法、労働契約法、労
災補償保険法）の適用範囲（scope）は、ギグワークを適切にカバーできていない。
柔軟な解釈にも限界がある。集団的な労使関係法（労働組合法）なら、適用範囲に
入る可能性がある。適用されれば、使用者への団体交渉の強制により、安全衛生に
ついて協議できる。労働安全衛生法には、一部にリスク創出者管理責任負担原則を
反映した規定があるし、司法の解釈と法改正により、徐々に適用範囲が拡大されて
いるが、全てのギグワークのカバーは難しい。内職者（家内制手工業者）用の家内
労働法は、仕事の委託者と受託者（内職者）の双方に種々の安全衛生措置を課して
いる。適用業務が限られているが、制定の背景（雇用者としての責任逃れの防止等）
の共通性からも、改正すれば適応する可能性がある。民事上の安全配慮義務は、か
なりの程度、リスク創出者管理責任負担原則を具体化しており、ギグワークへの適
用可能性が最も高い。しかし、プラットフォーマーとギグワーカーの間に、勤務条
件の設定や支配管理可能性、事実上の指揮命令関係など、労災（損害）の発生を予
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見でき、管理できる関係がなければならない。経済法では、中小企業等協同組合法
が、個人事業主の連帯と取引先との交渉の法的根拠を提供しているが、殆ど活用さ
れていない。
　このように、直接的な規制は乏しいが、重大な脱法的問題が生じれば、裁判所が、
関係法令の趣旨を汲み、安全配慮義務などの柔軟な解釈によって、救済を図り、そ
の後、立法に結びつくだろう。今後の立法で、プラットフォーマーらに課すべき基
本的な措置は、リスク調査と調査結果のギグワーカーらへの提供、集団的交渉への
誠実な対応、国が行うべき措置は、ギグワークに伴う一般的なリスクと良好な対応
策の調査と情報提供等となるだろう。中小企業等協同組合法で保護された協同組合
が、メンバーの面接等を担当する産業医を選任し、その産業医が必要と認める場合、
委託者らに対して、当該就労者の就労条件の改善のための働きかけを図るようなス
キームも求められる。なお、産業衛生学等から、ギグワークに伴うリスクが指摘さ
れているので、今後の立法はもとより、安全配慮義務の解釈、プラットフォーマー
とギグワーカーらの義務的交渉等での活用が望まれる。

［キーワード］ ギグワーカー、プラットフォーマー、労働安全衛生法、安全配慮義務、リスクア 
セスメント、リスク創出者管理責任負担原則、中小企業等協同組合法、家内労働法

[Abstract]

　Labor laws in Japan are generally soft laws, and the Japanese legal system has yet 
to sufficiently recognize gig work; however, different laws with different principles 
exist in order to combat labor issues and regulate behaviors of business owners 
with the help of group dynamics (such as worker and customer trust in business 
owners). One reason to value an agreement with management in setting work 
rules is to ensure that management strictly follows these rules once they have been 
established. In terms of versatility and flexibility, labor laws in Japan may, to some 
extent, serve as a useful reference in a global context.
　In Japan, the scope of major labor protection laws for individuals (Labor 
Standards Act, Industrial Safety and Health Act, Labor Contracts Act, and Industrial 
Accident Compensation Insurance Act) is not broad enough to appropriately 
cover gig work. The laws permit several interpretations, but they have limited 
flexibility. Laws that govern labor-management relations, including the Labor Union 
Act, may apply to gig work. In cases where they do, employers cannot refuse to 
bargain collectively with the representatives of the workers, which would allow the 
representatives to discuss safety and health matters with the employer in question. 
The Industrial Safety and Health Act includes provisions reflecting the principle 
that a person who generates risk is responsible for risk management. The scope of 
the act has been gradually extended through legal interpretation and amendments. 
Still, it may not apply to all gig work. The Home Work Act for homeworkers or 
home handicraft workers requires both contractees and contractors to implement 
diverse health and safety controls. Although the act has been applied to limited 
types of work, in view of its similarity in terms of formative background  (including 
the prohibition of evasion of responsibility by employers), some amendments could 
make the act applicable to a broader range of job types. The civil responsibility of 
employers for employees' occupational health and safety may bolster the principle 

【原著論文】

44 日本産業保健法学会誌　第 1巻第 2号　2022/12 －3557－



that a person generating risk is responsible for risk management, and this part of 
the law has the highest potential to be applied to gig work. This would require, 
however, a relationship between the platform and the gig worker such that the 
platform can establish, control, and manage work conditions or command authority 
over the worker, which would allow the risks of work-related accidents (damages) 
to be easier to predict and control. Regarding economic laws, the Small and 
Medium-Sized Enterprise Cooperatives Act provides a legal basis for the solidarity 
of sole proprietors and for negotiations with their clients. Still, it has been utilized 
very rarely to date.
　As described above, there are almost no direct restrictions on health and safety in 
the gig economy or its users; if serious cases of law evasion occur, however, courts 
will, based on the intent of applicable laws, attempt to offer remedies for workers 
with flexible judicial discretion with regard to the employer's duty of care, and this 
initial step may lead to the formulation of concrete laws in the future. Essential 
duties to be imposed on platforms after new legislation is formulated in the future 
are risk investigation, provision of investigation results to gig workers, and a sincere 
response to collective bargaining, while measures to be taken by the government 
include investigations of general risks associated with gig work and of ideal 
countermeasures and the provision of relevant information. In addition, a scheme 
is necessary to make it possible that in cases where cooperatives that are protected 
under the Small and Medium-Sized Enterprise Cooperatives Act assign occupational 
physicians to conduct interviews with cooperative members, when the physicians 
deem it necessary to do so, cooperatives can approach contractees to improve the 
working conditions of the members in question. Furthermore, because research in 
occupational health and other fields has identified risks associated with gig work, in 
addition to future legislation, these schemes should be used to interpret the duty of 
consideration for safety and in mandatory negotiations between platforms and gig 
workers.

[Keywords]  Gig worker, Platformer, Industrial Safety and Health Act, Safety consideration 
obligations, Risk assessment, Principle of risk creator management liability, 
Small and Medium-Sized Enterprise Cooperatives Act, Home Work Act

は理解され難い特徴がある。その長所は、課題に対
するアプローチの多角性と柔軟性であり、短所は、
曖昧さと対応の遅さである。一般に、労使の違いは
相対的で、「労」「使」という属性と社会・経済的な
階級格差との関係は薄い。幹部候補の正規社員であ
れば、管理職に昇進することが多い。むしろ、労使
は、共に、自身が所属する組織（企業、部署などの
共同体）との結びつき（帰属性）を重視することが
多い。非正規社員であっても、所属する組織との結
びつきを重視することがある。よって、使用者は、
労働者や関係者（取引先等）との信頼関係を重視す

　本稿は、ソフト・ローを中心とする国際的にユニー
クな日本の労働法や経済法の、ギグワークの安全衛
生への適用の可能性と限界を示したうえで、産業衛
生学の示唆を参考に、そうした限界を克服する法的
対応を検討したものである。先ず、国際的な参考上
の留意点として、日本の就労に関する法制度の特徴
について述べる。

1． はじめに：日本の就労に関する法制度の特徴と
本稿の構成

　日本の就労に関する法制度には、欧米の文化圏で

ギグワーカーの安全衛生に関する法的保護のあり方について－日本の状況と展望－
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る傾向にある。労使対話を経なくても、労働者の利
益を考慮することが多い。法律上、労働者の解雇は
厳しく規制されているが、労働者の主な労働条件を
規律する就業規則は、労使間の共同決定なしに、使
用者の一方的決定により制定され、強制され得る。
長時間労働も、最近まで、一定の手続を経れば、概
ね無制限だった。健康を損なう者が発生した場合に、
使用者が損害賠償責任を負うにとどまる。
　法律は、彼／彼女らの「良識的な行動」を誘う要
素の1つに過ぎず、労働者らの信頼、世間の評判、経
営者の良心、利益分配への免税、市場など、様々な
要素が多角的に影響している。法律と他の要素の要
請が異なる場合、法律は、無視されるか、迂回（：
脱法）される傾向にある。裁判所も行政も、事案の
脈絡（総合事情）や社会的背景などを踏まえて法を
適用する。法律自体も、新たに生じた課題への対応
に際して、短期間内に、単独の立法で、教条的な内
容を、具体的かつ明確な条文で強制することは少な
い。制定の趣旨も経緯も異なる複数の法律が、総合
的に（：直接的／間接的に）彼／彼女らの行動に影
響している1）。課題の周囲を緩やかな規制（直接的
な適用が難しいものも含む）で包囲して、脱法的な
事例が生じれば、司法がそうした規制の趣旨を汲ん
だ柔軟な解釈によって救済を図り、立法に結びつく
というパターンである（もちろん、判例が出なくて
も、社会運動が立法に結実することもある）。
　例えば、日本では、「約款（取引上の立場が弱い消
費者らにとって不利な契約を半強制する定型的な契
約書式など）」についても、単独の約款規制法を制定
して、不公正な内容の契約を直接的に違法無効とす
るような方法は採用していない。裁判所では、民法
の一般的な規定を根拠として、業種ごとに制定され
た業法（行政に事業者の監督権限を付与するなどし
て、事業のあり方を規制する法律）などを参照しつ
つ、救済を図ってきた。しかし、実際に業者の行動
を決定してきたのは、行政の監督指導権限、業界団

体による自主的な規制、顧客の評判などである（こ
れらは相互に影響し合っている）。よって、企業は、

（内実はともかく）ブランドイメージ戦略を重視す
る。国会が消費者契約を直接規制する法律を制定し
たのは最近（2000年）であり、その内容も、曖昧
で、違法の基準は明らかではない。結局、不公正の
程度が強くなければ救済され難い。逆にいえば、不
公正の程度が強ければ、直接的な抵触法がなくても、
法解釈の工夫により、救済されてきた。こうした行
動制御の秩序は、労働法の領域でもあまり変わらな
い。
　また、日本の（広義の）労働安全衛生法は、労働
者の過労自殺や過労死などを踏まえて、労働時間や
配置などの一般的な労働条件の改善を図っている。
すなわち、機械や建設などに関わる技術的な労働保
護から社会的な労働保護へと規制範囲を拡大してき
ている。ストレス対策では、業務上のコミュニケー
ションの改善まで図っている。最近は、がんなど難
病患者の就労支援も積極的に図っている。まさに、
総合的な「安心」の提供を図っている。そのため、
労働安全衛生の達成のために連携すべき法領域が拡
大している（労働時間等を規制する労働基準法、経
済法、会社経営法、社会福祉法、医療法など）。上述
した日本の就労に関する法制度の長所（多角性と柔
軟性）は、こうした複雑多様で多層的な課題に対応
する上で、有効となる可能性がある。
　日本の労働安全衛生法は、その制定や改正に際し
て、英国 (UK) の影響を強く受けてきたが、日本独
自のモデルを築いて来た。日本の労災発生率の低さ
は、国際的に上位にある2）。ただし、他国と同様に、
過重な職業性ストレスの抑制には未だ成功していな
い3）。
　以上のような日本の法制度の特徴を前提に、本稿
では、以下のような手順で、ギグワークの安全衛生
に関する日本の法的対応の現状と課題を整理し、法
制度によるリスク創出者と就労者間での集団的な交

1 ） 本稿では、予防（prevention）に関係する限り、補償・賠償（compensation）、リハビリ（rehabilitation）の法にも言及する。これは、それらが広
義の予防に含まれることのほか、現に、日本では、事業者の予防行動に強く影響することによる。

2 ） 中央労働災害防止協会「安全衛生統計（国別）」記載の諸データ（https://www.jisha.or.jp/international/field/disaster.html 最終閲覧日2022年3月
12日）等。

3 ）  Mishiba, Takenori. 2022.” Workplace Mental Health Law: Perspectives Based on a Comparative Analysis of Legislation in Seven 
Countries” International Journal of Comparative Labour Law & Industrial Relations 38 (1): 69-75
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渉の枠組みの設定と産業保健の専門家の活用を提言
し、国際的な参考材料の提供を図る。
　すなわち、「3　日本におけるギグワーカーと安全
衛生に関する課題」で、日本でもギグワーカーの安
全衛生の確保の方策が課題となっているが、その労
働者性は明確でなく、学説も分かれていること、先
ずは、ギグワーカーの労働者性について、柔軟な解
釈に努め、既存の労働法上の保護を図るべきだが、
安全衛生については、労働者性に関する議論を離れ、
法解釈と立法政策の双方で、リスク創出者管理責任
負担原則を基本とすべきこと（リスク創出者には、リ
スクに関する情報や支配管理権限を持つ者を含む）、
もっとも、業種や就業形態などにより様々なリスク
があることから、委託者やプラットフォーマー「な
ど」のリスク創出者との交渉力の向上を図る必要が
あること等を述べる。
　「4　ギグワーカーの現状」では、ギグワーカーを
含むフリーランスに関する社会調査結果から、やり
がいを感じているが、収入に不満足な者が多いこと、
様々な業種、様々な職種にギグワーカーがいること
から、様々なリスクが生じ得ることを明らかにする。
　「5　労働者性の適用の可能性と限界」では、日本
の代表的な労働立法である、労働基準法（以下、「労
基法」ともいう）・労働契約法（以下、「労契法」と
もいう）と労働組合法（以下、「労組法」ともいう）
上の労働者の定義（労働者性）を示す。すなわち、
後者の方が若干範囲が広いが、事業利益の帰属主体
である等、「顕著な事業者性」が認められると、労働
者性は認められ難いことを示す。その上で、その定
義から外れても、契約内容の附従性、定型性、経済
的従属性（生計を依存していることによる上下関係）
などから、保護が必要な者もいること、とはいえ、
ギグワーカーの場合、誰を使用者（のような者）と
するかが不明である等の問題が生じることを述べる。
　「6　労働安全衛生法の適用範囲の拡大の可能性
と限界」では、日本の労働安全衛生法には、リスク
創出者管理責任負担原則を体現した規定があるが、
適用対象も規制内容も限られていること、ただし、
最近の最高裁判決で、労働安全衛生法は、職場の環
境整備を目的の1つとしているので、化学物質のリ
スクに関する情報提供等の規定の保護対象は非労働
者にも及ぶ旨が示され、その趣旨は、ギグワーカー

にも及び得ることを述べる。
　「7　民事上の安全配慮義務の適用の可能性と限
界」では、民事上の安全配慮義務（学説でも判例でも
「安全」配慮義務と呼ばれてきたが、衛生（有害物対
策等）も含む。健康（疲労・ストレス対策等）を含
むかについては、学説に一部異論があるが、判例は
含めてきた。以下では、この用語をその意味で用い
る）は、比較的広い適用範囲を持つので、プラット
フォーマーとギグワーカーの間にも生じ得るが、事
実上の指揮命令関係や勤務条件の支配管理可能性な
どが必要であることを述べる。
　「8　準労働関係法：家内労働法」では、日本では、
使用者による内職者への委託による労働法規制逃れ
の動き、内職者の化学物質ばく露被害などを受けて、
家内労働法が定められたこと、同法が、委託者と家
内労働者の双方に一定の危険防止措置を義務づけた
こと、この法律は、現代のギグワーカーに直接適用
できないが、改正して適用する価値があること等を
述べる。
　このようにして、（民事上の安全配慮義務は比較的
広い適用範囲を持つものの、）現行の日本の労働法や
準労働法だけでは、ギグワーカーの安全衛生の法的
保護を図り難いことを示し、経済法によるアプロー
チの可能性を探る。
　「9　経済法によるアプローチ」では、日本の経済
法には、元請による下請代金の支払いの確保等を図
る法律（下請法）や、新規参入事業者の排除や支配、
カルテル等の規制を図る法律（独占禁止法）がある
が、取引の保障（契約締結の強制等）の機能はない
こと、他方、経済力の弱い中小事業者を対象に、同
業者組合（ギルド）を組織させ、取引相手との交渉
力の向上、相互扶助の促進等を図る法律（中小企業
等協同組合法）があること、この法律は、ギグワー
カーにも適用の可能性があり、取引相手との交渉に
より、彼／彼女らが直面する多様な安全衛生問題に
応じた解決が進む可能性があるが、交渉の強制は難
しいこと等を述べる。
　「10　産業衛生学の示唆」では、安全配慮義務
などの法解釈論及び当事者間の交渉、並びに今後
の立法で踏まえるべき情報として、ギグワークの
業務内在リスクと対応策に関する産業衛生学の文
献レビューの結果を示す。ここでは、a) 交通事故
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などの職務に内在する危険有害性（occupational 
vulnerabilities）、b）保障の乏しさ（precarity）、c）
孤独などのプラットフォーム利用に由来する危険有
害性（platform-based vulnerabilities）等が指摘
されている。アルゴリズム管理による COVID-19
感染リスクの増加も指摘されている。
　「11　おわりに：求められる法的な対応」では、
安全衛生は、業務に内在する様々なリスクを調査し
て適切に管理することを本質としているため、労使
関係に囚われず、リスク創出者に履行の法的責任を
課すべきこと、ただし、国により文化が異なり、日
本では、そうした原則を一律的に強制するのが良い
とは限らないこと、ギグワークのリスクは多様なの
で、当事者間の集団的な交渉によりリスクに応じた
対応を図るべきこと、その際、産業医などの産業保
健サービスの支援を受けるスキームを検討すべきこ
と、一般的な業務内在リスクについては、国が調査
して公表すべきこと、既に若干ながら産業衛生学の
研究があるので、参照すべきこと等を述べる。

2．労働制定法上の関係規定
　ギグワークの安全衛生に関する日本の労働制定法
上の主な条規は、以下の通り。
（1）労働者性に関する規定
　労働基準法（昭和22年法律第49号）：基本的に、
使用者が労働者に保障すべき労働条件の最低基準を
定め、労働基準監督機関による監督指導、悪質な違
反への刑事罰、労働契約の統制（法定基準を下回る
契約の無効化と直接的な規律）等を図った法律。労
働時間制限、最低賃金の保障、就業規則の作成義務
などを定めている。
　第9条：この法律上の「労働者」を、「職業の種類
を問わず、事業に使用され、賃金を支払われる者」
と定義した。
　第10条：この法律上の「使用者」を、「その事業
の労働者に関する事項について、事業主のために行
為をするすべての者」と定義した。
　第11条　この法律上の賃金を、「労働の対償とし
て使用者が労働者に支払うすべてのもの」と定義し
た。
　労働契約法（平成19年法律第128号）：判例が示し
てきた労働契約や使用者が作成する就業規則に関す

る解釈の要点を法律条文化（明文化）したもの。多
くの条文に強行性があると解されている。ただし、
判例の示唆を全て明文化したわけではない。また、
その後の改正で、判例の示唆を超える創設的内容が
盛り込まれた。合理的な内容の就業規則は労働契約
になること、反復更新された有期労働契約の無期契
約への転化、有期契約者と無期契約者の均衡・均等
処遇などを定めている。
　第2条：第1項は、同法上の「労働者」につき、労
基法と同様に定義した。第2項は、同法上の「使用
者」につき、労基法と同様に定義した。
　労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）：もとも
と労働基準法の第5章に定められていた安全衛生に
関する14か条を分離独立させて充実化させた法律。
安全衛生の実効性（effectiveness）の確保のため、
スピーディーで綿密な危害防止基準の策定、安全衛
生管理体制の確立、専門知識を持つ行政官による多
様な行政措置、安全衛生の専門家の育成と活用など
を図る規制を設けており、綿密さ、柔軟性、専門性
を特徴としている。事業者以外を名宛人とした規定
も多い。労働者の安全衛生のみでなく、「快適な職場
環境の形成の促進」を目的としている。
　第2条：第1号は、「労働災害」について、「労働者
の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、
粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因し
て、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡する
こと」と定義した。第2号は、「労働者」について、
概ね労基法第9条の「労働者」を指すとし、第3号は、

「事業者」について、「事業を行う者で、労働者を使
用するもの」と定義した。
　労働組合法（昭和24年法律第174号）：労働者に
よる労働組合の結成、組合を通じた団体交渉やスト
ライキを含む正当な活動を保護する基準や行政によ
る救済等を定めた法律。
　第1条：第1項は、同法の目的を、労働者の地位
の向上、自主的な労働組合の組織、団結の擁護、労
使間の労働協約の締結のための団体交渉等の支援と
し、第2項は、労働組合の正当な行為についての刑
事免責を定めた。
　第3条：同法上の「労働者」を、「職業の種類を問
わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて
生活する者」と定義した。
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（2）安全衛生に関する事業者への一般的な義務づけ
と省令による具体化を図った規定
　労働安全衛生法
　第20条～第25条の2：事業者に対し、機械、引火
物等の危険物、掘削や荷役等の作業方法、土砂崩壊
が生じ得るような危険な場所、原材料、排気・排液
等の有害物、換気、温度、床面、階段等の事務所内
の作業環境など、さまざまな危険源による災害疾病
を防止するための措置を講じるよう、一般的な義務
を課している。
　第26条：労働者に対し、第20条～第25条の2に基
づき事業者が講じる措置に対応（協力ないし協働）
するよう義務づけている。
　第27条：第20条～第25条の2に基づき事業者が講
じるべき措置の具体化を厚生労働省令に委ねた。

（3）労災補償に関する規定
　労働基準法は、使用者が自身の費用で労災補償を
行うべきことを定め、労災補償保険法（昭和22年法
律第50号）は、政府が管掌する保険により、使用者
の労災補償責任を肩代わりすると共に、被災した労
働者らに対してより手厚い補償（年金による生活保
障等）やリハビリ等を提供する旨を定めている。保
険給付の種類は、療養補償給付を含めて7種類定め
られている。

（4）民事上の安全配慮義務に関する規定
　労働契約法
　第5条：「使用者は、労働契約に伴い、労働者がそ
の生命、身体等の安全を確保しつつ労働することが
できるよう、必要な配慮をするものとする」、と定め
ている。
　労働者に対する使用者の義務しか定めておらず、
裁判所が形成してきた安全配慮義務の全てを捕捉し
ているわけではない。行政解釈（平成24年8月10日

基発0810第2号）で、「生命、身体等の安全」には
「心身の健康」が含まれることが明らかにされてい
る。
　労働契約法は、もともと、概ね民事の労働問題に
関する主要な最高裁判例のエッセンスを明文化して
制定され、本条（第5条）も例外ではない。

3． 日本におけるギグワーカーと安全衛生に関する
課題

　テクノロジーの発達により、Uber4）などデジタ
ルプラットフォームなどを利用したギグワーカー等
の新たな就労形態が世界的に普及している。日本に
おけるギグワーカー 5）も増加傾向にあり、労働者的
側面を持った「就労者」であることもあり、その安
全衛生をどのように確保するのかが問題となってい
る。具体的には、配送時における交通事故、長時間
労働による疲労や業務に起因するメンタルヘルス不
調、職業性疾病などの労働災害（本稿において、労
働災害とは、こうした業務上の傷病や死亡、健康障
害の全てを指す）や通勤途上災害の防止、これらに
対する補償等が課題となっている。
　もちろん、ギグワーカーといっても様々な種類が
あり、中には「労働者6）」性が肯定される例もあり、
そのようなケースは、各種の労働法規の保護を受け
れば足りる。また、民法上の請負・業務委託契約の
当事者であったとしても、日本では、労働安全衛生
法上の一部の規定（主に機械や設備に関する安全、
化学物質の有害性に関する情報提供、作業環境の整
備に関する規定）の保護が及ぶほか、後述する最高
裁判決に照らし、民事上の安全配慮義務が及ぶ場合
が一定程度存在する。
　もっとも、日本では、ギグワーカーについてどの
ようにして、どのような安全衛生上の保護を及ぼす

4 ） 日本では、道路運送法により一般旅客自動車運送事業の規制が行われているため、Uber（Uber Technologies, Inc. の略。アメリカのテクノロジー企
業）自体は一般的ではなく、ギグワーカーを対象とするプラットフォームとしては、Uber Eats（フードの配送を専門とするオンラインの配車サービス
の名称）の方が広く普及している。

5 ） 本稿では、村田氏（村田弘美「社会に溶け込むギグエコノミーの社会課題」（リクルートワークス研究所・研究所員の鳥瞰虫瞰 vol4（2020年）https://
www.works-i.com/column/works04/detail033.html 最終閲覧日2022年2月20日）に倣い、ギグエコノミーを、インターネットで仲介され雇用関係
がない単発の仕事を請け負うことと定義し、ギグエコノミーで働く人をギグワーカーと呼ぶ。

6 ） ここでの「労働者」は、主要な労働法上の保護を受ける者を指す包括的な上位概念である。個々の法律上の労働者の定義は、その法律の趣旨によって
異なる。詳しくは、5や7を参照されたい。日本の労働基準法上の労働者（employee）は、指揮命令関係と賃金（労務の対価）の受給を重要な判断要素
としており、フランスの労働法典における salarié などと近い。日本の労働組合法上の労働者（worker）は、要するに、主に労働者として生活する者

（ヨーロッパで言えば、労働者階層の者）であり、自営業者も含む点で UK の労働組合法（Trade Union Act 2016）上の worker に近い。
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7 ） 例えば、US の California 州のように、Uber らの支援を受けて提出された、ギグワーカーを自営業者と位置づけ、労働者としての保護を制限する（部
分的に労働者的な保護を保障する）州法案が、同州の憲法に反するとの司法判断が出されたところもある（https://www.nytimes.com/2021/08/20/
technology/prop-22-california-ruling.html 最終閲覧日2022年2月16日）。

8 ） 三柴丈典「副業・兼業者、フリーランスに対する安全衛生法政策に関する試論」労働法学研究会報 No272（2020年）（以下、「三柴試論」という）7頁。
9 ） 上述した通り、日本の法制度は、UK の法制度の影響を強く受けてきた。UK の HSWA（Health and Safety at Work etc Act 1974）は、雇用者に

対して、彼／彼女と「雇用関係にない者」の安全衛生も確保する一般的な義務を課している（第3条第1項）。「雇用関係にない者」には、自営業者（self-
employed person）や訪問者も含まれる（Selwyn.N.,＆ Moore.R.(2015). The Law of Health and Safety at Work. London: Wolter Kluwer, 117-
118）。他方、自営業者に対しても、自身とその活動の影響を受ける者の安全衛生確保の義務を課している（第3条第2項）。

10） 日本では、形式的には雇用契約を締結していない（：請負契約や委託契約等を締結している）が、雇用労働者に近い実態で就労している者を雇用類似者
（employment-like workers）、従属的自営業者（dependent self-employment）などと呼んでいる。違法性が疑われる請負契約を、特に「偽装請負」
と呼ぶこともある。

11） 石崎由希子「雇用型テレワークに係る労働法上の課題」季刊労働法274号（2021年）14頁～ 27頁。
12） 三柴試論4頁～ 15頁。
13） オーストラリアでは、労働安全衛生法（Work Health and Safety Act of 2011）第19条が、使用者（employer）ではなく、事業を営む者（person 

who conducts a business or undertaking：PCBU）を名宛人として、合理的に可能な限り（so far as is reasonably practicable）、彼／彼女ら
の事業のために／に関わる業務を行う全ての就労者（worker）の安全衛生を確保せねばならないと定めている。この規定の制定過程では、現代のビ
ジネスモデルのスピーディーな変化に際して、頻繁な法改正をしなくても済むように、敢えて広範な適用範囲が設定された。ここで、事業を営む者に
は、フランチャイザー、元請、サプライチェーンの川上の販売者などが広く含まれる。下請をする自営業者は、PCBU と就労者（worker）を兼ねる
可能性がある。就労者には、立場を問わず（in any capacity）、PCBU のために業務を遂行する者が広く該当し、請負人、請負人の被用者等が含ま
れる。就労者は、特定の PCBU のための業務遂行者である必要はなく、不特定の PCBU のための業務遂行者であれば良い。従って、サプライチェー
ンの川下で就労する者等も該当する（本誌掲載の Johnstone 教授の論考（Johnstone, Richard. 2022. “Regulating health and safety in work for 
digital labour platforms in Australia: The example of food deliverers” Journal of Occupational Health Law 1(1) ; Johnstone, Richard. 2019. 

“Regulating Work Health and Safety in Multilateral Business Arrangements.” Australian Journal of Labour Law 32(1): 44-51）。クラウドワー
クのように、デジタルプラットフォーマーが、顧客（end-user）と就労者の媒体を果たしているようなケースにおける適用の如何は、判断が難しいが、
Johnstone 教授は、関係者間の取り決め（arrangement）と当該媒体と就労者の間の実際の関係により、適用の如何が決まるとする（Johnstone 2022）。 

べきかに関する研究はまだ少なく、そもそも「労働
者」として扱うべきなのか、独立した自営業者（以
下、「自営業者」）として扱うべきなのか、政府の方
針も判然としていない7）。
　この点に関する数少ない論考として、「副業・兼業
者、フリーランスに対する安全衛生法政策に関する
試論」8）（三柴丈典）があり、ここで三柴は、「リス
ク創出者管理責任負担原則」（労働安全衛生につい
て、リスクを創出する者や、リスクに関する情報を
得て、リスクを支配管理できる者が管理責任を負う
のが原則であるとする考え方9））を提唱し、安全衛
生の保護対象を広く設定した上で、フリーランス、
ギグワーカー等のうち雇用類似者10）にもこれを及
ぼすべきとすると共に、雇用類似者に対しても、労
働組合と同様な連帯を保障し、交渉力の向上を図る
べきとしている。本稿は、基本的にはこの考え方を
踏まえて、日本におけるギグワーカーに関する保護
のあり方、交渉力向上のための方策を具体的に検討
し、国際的な参考材料の提供を図るものである。
　なお、石﨑准教授11）は、雇用型テレワーク（自営
型テレワークに対する概念）における健康管理とし
て、労働者が事業場を離れて働く場合でも、使用者
は、安全衛生管理体制を確立し、安全衛生教育を行

うと共に（安衛法59条）、健康相談を行う体制を整
備し（同法13条の3）、精神的不調等の予見可能な
健康障害リスクに対して必要な労働衛生管理（作業
環境管理、作業管理、健康管理）を行うことが求め
られるとする（三柴12）も同趣旨だが、その条件、方
法、内容等をより詳細に論じている）。この見解は、
ギグワークがパソコン等のデジタル機器を用いて委
託者らの管理施設外で行われる場合、ギグワーカー
にも同様に当てはまる。
　従属的自営業者の保護には、大別して、①「労働
者」概念を拡大する、②労働者とは別に第3のカテ
ゴリーを設け、これに対して労働者へ与えられる保
護の一部を拡張適用する（「部分的な労働者」／「準
労働者」の概念を設ける）、③①②の手法は採らず、
個別の立法等で特別な保護を与える、という3種類
がある。②や③に近いが、労働安全衛生については、
事業（business or undertaking）を営む者全てを
名宛人とし、その者のため業務を遂行する者を幅広
く就労者（worker）と定義して保護の対象とするア
プローチもある13）。
　①は、使用従属性や人格的従属性（相手方の指示に
従う関係）等の従来の労働者概念に代えて、経済的
従属性や組織的従属性を考慮する等して、様々な労
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働法規を跨ぎ、一律的に労働者として認めるべき14）

／個々の労働法規ごとに、相対的に労働者性を認め
るべき15）とする。
　②は、ギグワーカーのような従属的自営業者の労
働者性を一律的には認めないが、労働者としての保
護が必要な部分について、部分的に労働者としての
保護を及ぼす（部分的な労働者性を認める）べきと
する16）。Uber のライドシェアのドライバーにつき、
就労のあり方が Uber によって厳格に定義され、管
理されていた等として、worker17）としての法的地
位を認めた UK の最高裁判所（Supreme Court）の
判例（Uber BV and others v Aslam and others 
[2021] UKSC 5）等もこれに近い立場と思われ
る18）。また、ドイツの連邦労働社会省が公表した
労働4.0も、この立場に近いと思われる。同白書は、
いったんギグワーカーの労働者性を否定した上で、

「一括の保護政策は、全ての自営業者のニーズに適合
しないため、保護の必要度合いをそれぞれの状況に
応じて確認し、労働法と社会法で保護する形が最も
適切だ」と結論した。その上で、「クラウドワーク
法（Crowdworkgesetz）」の新設や、従来の家内労働法

（Heimarbeitsrecht）の規定を準用する方法を示した19）。
　③は、雇用類似就業者やギグワーカーの法的位置

づけをいったん放棄し、既存の法規の適用対象の拡
大や新たな法律の制定等の立法措置により、必要な
保護を及ぼそうとする20）。立法による対応を図る点
では、ドイツの労働4.0も、この立場に近い。フラン
スは、まさにこの立場と言える。彼国は、一部のク
ラウドワーカーを対象に、特別法を設け、一定の要
件を満たす場合に、労災保険、職業訓練、職業経歴
の証明にかかる費用の一部をプラットフォーマーに
負担させる政策を採用した21）。
　本稿は、ギグワーカーのような従属的自営業者へ
の保護の方法として、先ずは労働者概念の「柔軟な
適用（拡張とは異なり、概念自体は変えない）」を試
み、それでは不足する部分につき、③を支持する。
すなわち、労働法の適用対象である「労働者」とも、
経済法の適用対象である自営業者とも異なる、独立
した「就労者」という概念を設定し、彼／彼女らの
活動支援と保護そして連帯の強化を図るべき22）で
あり、彼／彼女らの安全衛生の確保も、その前提で
図るべきと考える。以下、その趣旨と方法を、より
具体的に論じる。
　その際、浜村教授が、プラットホームエコノミーの
就労者に対して、労働組合法（以下、「労組法」）上
の労働者性の拡張及び中小企業等協同組合法の活用

14） 代表例は、橋本陽子『労働者の基本概念―労働者性の判断要素と判断方法―』（弘文堂、2021年）。本書は、従来の日本の判例（特に労働基準法や労働
契約法上の労働者性に関する判例）は、人格的従属性を重視し過ぎて、労働者性を狭く理解していると批判する。その上で、ドイツ法や EU 法との比較
に基づいて、経済的従属性も積極的に考慮して、就労者が、自発的に経営リスクを負っておらず、「事実上の拘束」を受けていれば、様々な労働法規を
跨ぎ、一律的に労働者として認めるべきとする。グレーゾーンを設けることで、労働者保護を「なし崩し」にすることを警戒する説と言える。しかし、
却って、非労働者（とみなされる者）への保護には欠ける面がある。川口美貴『労働者概念の再構成』（関西大学出版会、2012年）などもこの立場をとる。

15） 毛塚勝利「クラウドワークの労働法学上の検討課題」季刊労働法259号（2017年）53-66頁など。
16） 例えば、鎌田前掲論文（2019年）４頁 ~16頁。
17） UK は、employee と self-employer の中間に worker という第3のカテゴリーを設けている。これは、彼国の the Employment Rights Act of 1996

（雇用権法）と the Equality Act of 2010（平等法）上の用語であり、労働契約の当事者とは異なる。UK における産業保健法学の権威である Diana 
Kloss 教授は、三柴に対し、以下のように述べた（同教授による e メールでの通信）。

　　 「UK の common law は、数百年にわたり、the master/servant （主従：労使）の観点を維持してきたが、“worker”の保護のために脱却を迫られるこ
ととなった。今や、裁判所（Courts）は、雇用契約の額面ではなく、その実態を注視せねばならなくなった」。

　　 「しかし、興味深いことに、代位責任（vicarious liability）について、最高裁は、異なる姿勢を採っている。すなわち、本判決の直前に下された判決で、
最高裁は、雇用主（employer）が代位責任を負うのは、自ら雇用する被用者の不法行為に限られ、独立自営業者の不法行為については負わないと述べ
た (Barclays Bank v Various Claimants [2020] UKSC 13)」。

18） なお、本判決の原審である控訴裁判所（Court of Appeal）の判決（Uber BV and others v Aslam and others [2019] IRLR 257）は、Uber による
アルゴリズム管理の仕組み（顧客の要望によく応じなければ、仕事を得にくくなる仕組み）が威迫的（coercive）である等と論じていた。

19） 労働政策研究・研修機構『雇用類似の働き方に関する諸外国の労働政策の動向－独・仏・英・米調査から－（労働政策研究報告書№207）』（2021年）23
頁 ~52頁（芦野訓和執筆）、労働政策研究・研修機構『第四次産業革命と労働法政策－“労働4.0”をめぐるドイツ法の動向からみた日本法の課題（労働
政策研究報告書№209）』（2021年）72 ～ 93頁（山本陽大執筆）。

20） 例えば、土岐将仁『法人格を超えた労働法規制の可能性と限界』（有斐閣、2020）372 ～ 373頁。
21） 鈴木俊晴「フランスにおけるクラウドワークの現状と法的課題」季刊労働法259号（2017年）88頁～ 97頁、笠木映里「労働法と社会保障法」論究ジュ

リスト No.28（2019年）21 ～ 27頁。
22） 大内伸哉「テレワークを論じる―技術革新と社会的価値―」季刊労働法274号（2021年）11頁も、経済法だけでは物足りないとする一方で、労働法が

適用されない「中間」的な状況にある就労者をどのように法の保護の枠組みに入れるかが課題だとしている。
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23） 浜村彰「プラットホームエコノミーと労働法上の課題」（労働調査、2018年）4頁～ 12頁。
24） 労働政策研究・研修機構『「独立自営業者」の就業実態』（2019年）
　　 https://www.jil.go.jp/institute/research/2019/documents/187.pdf. 最終閲覧日：2022年2月13日。
25） インターネットを利用して不特定多数の人に業務を発注したり、受注者の募集が出来る Web サービスを提供するクラウドソーシング会社を通じて仕事

を受注したりしている人（JILPT 調査2019）。一部がギグワーカーに該当すると解される。
26） 本調査は、フリーランスを、「自身で事業等を営んでおり、従業員を雇用しておらず、実店舗を持たず、農林漁業従事者ではない」者と定義しており、

本業・副業合わせて約367万人がフリーランスと推計している。フリーランスも、通常は労働者として扱われず、個人で働く点では、ギグワーカーと共
通する。

を提言したこと23）に着想を得て、中小企業等協同組
合法によるギグワーカー保護の可能性も検討する。

4．ギグワーカーの現状
　ギグワーカーには、クラウドソーシングにより仲
介されるクラウドワーカー、ライドシェアのドライ
バーなど様々な類型があるが、図（「ギグワークの
基本構造」）の通り、インターネット上のプラット
フォーマーが仲介する3者構造となる点では共通し
ている。近時、我が国でも広く知られている例とし
て、就労者が、プラットフォームで登録し、自身の
希望する時間に、飲食店から飲食物を配達先までデ
リバリーする仕組みを構築した「Uber Eats」が挙
げられる。
　ギグワーカーを正確に把握した公式な統計は存在
しないが、日本労働政策研究・研修機構が2019年に
実施したフリーランス（独立自営業者）に関する調査

（JILPT 調査2019）24）のうち、クラウドワーカーに
関する調査結果が参考になる。ギグワーカーは、労
働契約を締結せずに、デジタルプラットフォームを
介して就労する者なので、クラウドワーカー 25）は、

概ねギグワーカーに含まれるからである。JILPT 調
査2019では、サンプル全体（8256人のフリーラン
ス26））の12.9%（1068人）がクラウドワーカーだっ
た。業種の内訳は、「事務関連」(54.9%)、「専門業務
関連」（20.3%）、「現場作業関連」(8.9%)、「IT 関連」
(6.8%)、「デザイン・映像制作関連」(6.0%)、「生活
サービス、理容・美容」(3.1％ ) の順であった。
　この調査によれば、クラウドワーカーでは、①若い
年齢層、女性、大学卒、既婚者が多く、②フリーラ
ンスの兼業が多く、③複数の取引先に業務を提供し、
④他者でも可能な業務であって仕事の受注をとり難
く、⑤作業の場所や時間の制約は受けないが、作業
の内容や進め方は指示され、⑥報酬額が低い（1年間
に50万円未満が多い）、という傾向が窺われた。契約
打ち切りに遭ったとの回答は意外に少なかった（10-

15%）。また、仲介者が取引相手との契約内容の決定
やトラブル対応などを代行する役割を果たしている
場合が多いことも窺われた。一方で、フリーランス
よりも、契約条件の適正化や（報酬の支払い遅延や
一方的な引き下げなどによる）取引相手とのトラブ
ルを回避するための条件整備への希望が強かった。
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月 �� 日。�
��� 内閣府政策統括官「日本のフリーランスについて」（���� 年）�

プラットフォーマー

（PF）

ギグワーカー（個人）
発注者・クライアント・

消費者

都度注文・承諾 　　都度仕事の依頼・承諾

直接の契約なし
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　フリーランス全体（8256人）では、労働時間の満
足、働きがい・やりがいは比較的高いが、収入に満
足していない傾向が窺われた。
　このデータが、フリーランスやギグワーカーの安
全衛生を直接的に示すわけではないが、前述した通
り、日本の労働安全衛生法が、労働者らの配置や勤務
時間などの一般的な労働条件に関わるストレス（心
理社会的リスク）を扱っていることから、参照価値
がある。また、仕事を求めるあまり、無理な働き方
をしてしまったり、転倒、交通事故のような労働災
害を生じるリスクも窺われる。しかし、仕事そのも
のの一律的な規制が適当でないことも窺われる。

5．労働者性の適用の可能性と限界
　ギグワーカーであっても、ケースにより、労働法
上の「労働者」性が認められ得る。労基法・労契法
上の「労働者」性が肯定されれば、通常の労働者と
同様に、労基法・労契法と労働安全衛生法（以下、

「安衛法」ともいう）の保護を受ける。また、労組法
上の「労働者」性が認められれば、組織化された集
団に加入し、一定の交渉力を持った上で、安全衛生
に関する集団的交渉を行うことも可能となり、職種
等の条件に応じた安全衛生対策の実現を図り得る。
そこで、まずは労働者概念の操作（「柔軟な」解釈）
がどこまで可能かを検討する。

（1）労基法・労契法上の労働者性
　判例27）及び行政見解28）によれば、日本における労
働者災害補償保険法（以下、「労災保険法」）上の労
働者性と労基法上の労働者性は同一の概念である。
安衛法上の労働者性と労基法上の労働者性も同一の
概念である（安衛法第2条第2項）。労基法上の労働
者性と労契法上の労働者性（労契法第2条第）もほぼ
同一の概念である。これらの労働者性の本質的要素
は、①使用従属性（指揮命令関係）と②報酬の労務
対償性である29）。①は、逐一使用者の指示を受けて

業務を遂行することではなく、広い意味で使用者の
指示を受け、使用者のために就労していれば充たさ
れ、②は、仕事の完成に対する対価ではなく、労務
提供それ自体の対価となっているか否かを問う。判
例は、具体的な判断要素（要件ではないので、全て
を充たす必要は無い）として、①仕事の依頼、業務
の指示等に対する諾否の自由の有無、②業務の内容
及び遂行方法に対する指揮命令の有無、③勤務場所・
時間についての指定・管理の有無、④労務提供の代
替可能性の有無、⑤報酬の労働対償性、⑥事業者性
の有無（機械や器具の所有や負担関係や報酬の額な
ど）、⑦専属性の程度、⑧公租公課の負担（源泉徴収
や社会保険料の控除の有無）を総合的に考慮してき
た。ギグワーカーにも多様な形態があるが、プラッ
トフォーマーが仲介して発注を受け、仕事を完成さ
せるという形態が多い。形式上は業務委託契約や請
負契約等であり、一定の独立性があり、労務でなく
成果に対して報酬が支払われることが多い。よって、
使用従属性を前提とする労基法上の労働者性は肯定
され難い。
　適切な労災補償は、広義の労働安全衛生の一環で
あり、現に雇用類似者からのニーズが高い。先述し
た通り、労災保険法上の「労働者」概念は、労基法
上のそれと同様だが、日本の労災保険法には、労働
者でなくとも一人親方（独立して個人として建設業
務を請け負う職人）等が特別に加入できる制度が設
けられている。これまで、特別加入制度の対象範囲
は、自動車運転業、建設業、漁業、林業などに限定
されていたが、令和３年９月の改正により、Uber 
Eats のような「自転車を使用して貨物運送事業を
行う者」も対象とされた。とはいえ、未だ、多様な
ギグワーク・フリーランスが、一般的に加入できる
性質のものではない。労災保険の特別加入制度の補
償内容は、現状でも、仕事場所への往復の際の通勤
災害を含め、通常の労働者とほぼ同等とされている
が30）、子供を保育園等に送り迎えする際の災害、自

27） 藤沢労基署長事件最1小判平成19年6月28日労働判例940号11頁、横浜南労基署長（旭紙業）事件最1小判平成8年1月18日労働判例714号14頁、朝日新
聞社（国際編集部記者）事件東京高判平成19年11月29日労働判例951号31頁、日本放送協会事件大阪高判平成27年9月11日労働経済判例速報2264号2
頁、新宿労基署長（映画撮影技師）事件東京高判平成14年7月11日労働判例832号13頁など。

28） 労使関係法研究会報告（労働組合法の「労働者」の判断基準について )（平成23年7月）。
29） 労働基準法研究会報告（労働基準法の「労働者」の判断基準について）（昭和60年12月19日）。
30） 厚生労働省の WEB サイト（https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-5-08.pdf 最終閲覧日2020年2月9日）。

ギグワーカーの安全衛生に関する法的保護のあり方について－日本の状況と展望－

53日本産業保健法学会誌　第 1巻第 2号　2022/12－3566－



宅作業による腰痛のように、通常の労働者の場合に
は補償され難くても31）、ギグワーカーの場合には補
償される可能性が検討されねばならない。逆に、長
時間労働やメンタルヘルス不調など、通常の労働者
であれば補償され得ても、ギグワーカーの場合、そ
の業務の独立性との関係で、補償のハードルを上げ
るべきものもあるだろう。

（2）　労組法上の労働者性
　日本の判例では、労組法上の「労働者」性の方が、
労基法・労契法上の「労働者」性よりも広く解され
る傾向にあるため、後者が認められなくとも、前者
が認められる場合があり得る。労組法上の労働者性
のみが肯定された場合、労基法・安衛法による直接
的な保護は及ばないものの、労働組合に加入したり、
新たに結成し、（使用者にとって）義務的な団体交渉
を通じて、具体的な安全衛生のあり方に関する団体
交渉を行うことが可能となる32）ため、職種別の安全
衛生対策を図る上で実効的である。
　日本では、労組法上の「労働者」には、「労働組合
を組織し、集団的な交渉を通じた保護が図られるべ
き者が幅広く含まれる」33）と解釈されている。
　そして、関係判例34）によれば、労組法上の労働者
性の判断に際しては、①業務組織への組み入れ、②
契約内容の一方的・定型的決定、③報酬の労務対価
性、を基本的判断要素（要件ではないので、全てを
充たす必要は無い）として、④業務の依頼に応ずべ
き関係、⑤広い意味での指揮監督下の労務提供、一
定の時間的場所的拘束、を補充的な積極的判断要素

（これらの要素があれば、積極的に認める）とし、⑥
顕著な事業者性、を消極的な判断要素（この要素が

あれば、あまり認めない）とする。これには、雇用
契約に基づく労働者のみならず、一部の独立自営業
者や芸術家（例えば、電機メーカーの保守点検作業
の受託者35）、オペラ歌手36）など）も該当すると解さ
れてきた。従って、ギグワーカーも、上記の労働者
性要素を満たす場合には、労組法上の労働者として
同法により保護される可能性がある。
　もっとも、労組法上の労働者概念の操作（柔軟な
解釈）にも限界がある。これを端的に示したのがコ
ンビニエンスストア（日本においてメジャーな、主
に食料品や雑貨を扱う小型スーパーマーケット37）

であり、多店舗展開・無休・24時間営業など、消費
者にとっての便利さを特徴とする。）のフランチャ
イズ契約に関する平成31年3月15日に発令された
中央労働委員会38）の命令（中労委命令平成31年3月
15日労働経済判例速報2377号3頁）である。このよ
うなフランチャイジーとギグワーカーとは、形式的
には事業者だが、契約条件や就労条件の一方的決定
を受ける点等で共通する。同命令は、コンビニエン
スストアのフランチャイザー（以下、「フランチャイ
ズ本部」という）との間で、フランチャイズ契約の
一方当事者であるオーナーの労働者性が問題となっ
た事案で、以下のような趣旨を述べ、それを否定し
た。すなわち、各コンビニエンスストアのオーナー
は、フランチャイズ本部との関係で、24時間営業や
無休を求められたり、一定のロイヤルティを支払う
など、“事実上の拘束”や“契約内容の一方的決定”
は認められるものの、これはあくまでフランチャイ
ズ契約の性質に基づく拘束性である一方、コンビニ
エンスストアのオーナーは、自らが雇用主であり、
また事業を営む者なので、顕著な事業者性が認めら

31） 前者の場合、通勤途上と認められないため。後者の場合、職場での作業ではないため。
32） 日本では、使用者が労働組合との団体交渉を不当に拒否すると不当労働行為とみなされ、労働委員会から救済命令を受けたり、裁判所から損害賠償の支

払い命令を受けたりするため、事実上の強制力がある。
33） 労使関係法研究会報告（労働組合法の「労働者」の判断基準について )（平成23年7月）。
34） CBC 管弦楽団労組事件最1小判昭和51年５月６日最高裁判所民事判例集30巻4号437頁、新国立劇場運営財団事件最3小判平成23年４月12日最高裁判

所民事判例集65巻3号943頁、INAX メンテナンス事件最3小判平成23年４月12日最高裁判所裁判集民事236号327頁、ビクターサービスエンジニアリ
ング事件最3小判平成24年２月21日最高裁判所民事判例集66巻3号955頁など。

35） 前掲の INAX メンテナンス事件最高裁判決。
36） 前掲の新国立劇場運営財団事件最高裁判決。
37） 2021年12月時点で日本に60,000店弱が存在する（日本フランチャイズチェーン協会の WEB サイト https://www.jfa-fc.or.jp/particle/320.html 

最終閲覧日2022年2月20日）。
38） 主に労使間の集団的な紛争を解決するための労働組合法に基づく独立的な行政機関（準司法機関）である。裁判所より、専門的で柔軟な解決が可能であ

る。個別の労使紛争も取り扱う。あっせん、調停、仲裁の権限を持っており、このうち仲裁は拘束力のある判定である。初審は都道府県労働委員会が
取り扱うが、その判定に不服がある場合、当事者は、中央労働委員会に申し立てることができる。中央労働委員会の判定に不服がある場合、当事者は、
裁判所に取り消しの訴えを提起できる。
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れ、労組法上の労働者性は否定される、と。
　もっとも、中央労働委員会は、「会社との交渉力格
差……に基づいて生じる問題については、労組法上
の団体交渉という法的な位置付けを持たないもので
あっても、適切な問題解決の仕組みの構築やそれに
向けた当事者の取り組み、とりわけ、会社側におけ
る配慮が望まれる」、として、何らかの社会的保護や
紛争解決の仕組みの構築の必要性を示唆している。
　一方では、労組法上の労働者概念の広さないし柔
軟性、他方では、ギグワーカーの契約内容の附従性、
定型性などによる事実上の拘束性や経済的従属性

（生計を依存していることによる上下関係）といった
条件に照らすと、労働委員会や裁判所により、彼／
彼女らに労組法上の労働者性が認められる可能性は
あるだろう39）。彼／彼女らに、連帯や交渉の権利を
保障するなど、一定の保護を与える必要はある40）。
しかし、仮にギグワーカーに労働者性を認めたとし
ても、誰を「使用者」とするのかという、困難な問
題が生じ得る。
　以上から、労組法を含む労働法の「労働者」概念
の操作（柔軟な解釈）によっては保護を及ぼせない
ギグワーカーの保護について検討が必要となる。

6． 労働安全衛生法の適用範囲の拡大の可能性と限界
　日本の労働安全衛生法は、事業者（労働者を使用
する者で、事業利益の帰属主体。個人事業主や法人）
に自身が雇用する労働者を、機械、有害物質、建設
作業等にかかる物的なリスクや、疲労、ストレス等
の心理社会的なリスクなど、産業活動に伴う様々な
労働安全衛生上のリスクから保護させる規定を基本

としている。しかし、事業者以外の者を名宛人とし
て、自身が雇用する労働者以外の者を保護させる規
定を多く設けている。たとえば、建設業等の発注者

（最先次の注文者）であって、自らも仕事の一部を行
う者（「元方事業者」という）に、同じ建設現場等で
働く下請業者等（下請、孫請等）の労働者の安全を
統括管理（リスクの共有、安全パトロール等）させ
る規制を設けている（第30条）。第31条は、建設業
等の工事の注文者の一部（自身も仕事の一部を行う
者であって所定の要件を満たす者）に対して、同人
がリスク情報や管理権を持っている建設物等の危険
物（足場、型枠支保工、交流アーク溶接機等）を、
下請業者の労働者等に使用させる際、自身が使用す
る労働者に対するのと同様に、必要な労災防止措置
を講じるべき旨を定めている（第31条）。第30条は
場の管理規定、第31条は物の管理規定である。特定
の危険有害な化学物質の製造者や輸入者などに対し
て、その物質のリスク情報を、ラベル等の形式で、
それを取り扱う可能性のある者に提供させようとす
る定めもある（第57条など）。労働者派遣法では、派
遣元事業主より、労働者を直接使用する派遣先事業
主の方が、多くの安全衛生法規の履行義務を課され
ている（労働者派遣法第45条）41）。
　これらは、事業者に対して、自ら使用する労働者
を保護させるだけでは、実効的に安全衛生を確保で
きないことを前提にした規制である。そこで、危険
源やリスクを生じる場所や物に関する情報や支配管
理権限を持つ者等に、情報提供や、必要な保護措置
等の履行を義務づけたということである42）。これ
らの規制の背景には、名宛人の報償責任の原則（あ

39） 2022年5月5日現在、ウーバーイーツの配達員約30名で構成されるウーバーイーツユニオンという名の団体が、プラットフォーマーである Uber Eats 
Japan 合同会社らを相手方として、東京都労働委員会に、報酬の決定方法や業務による障害の補償などに関する団体交渉への応諾を求めて救済の申立を
行っていた件で、東京都労働委員会は、団体交渉に応じよとの命令を下した。プラットフォーマー側は、その団体の労働組合としての適格性自体を争っ
ていたが、同委員会は、以下のように述べ、総合的な判断により、配達員らは労働組合法上の労働者に当たるとした（弁護士ドットコムニュース2022
年11月25日（https://www.bengo4.com/c_5/n_15309/ 最終閲覧日：2022年12月5日））。

　　 ① 配達員らは、時間的、場所的拘束を受けていないし、業務の諾否の自由もあったが、アルゴリズム管理や評価制度等により、業務を断り難いなど、行
動を統制されていた。

　　 ② 配達員らに顕著な事業者性（significant proprietorship）があったとは認められない。インセンティブ制度によって専属的に働く配達員が確保され
るなど、事業の遂行上不可欠な労働力として、事業組織に組み入れられていた。配送料は実質的に労務提供への対価である。

　　 ③ウーバーイーツは、配達員らの契約内容を一方的、定型的に決定している。
40） 三柴試論7-8頁は、以下のように述べる。すなわち、雇用類似者にも、労働基本権保障をベースとした「連帯支援の制度を検討すべきだろう。少なくと

も、雇用類似者による集団的な交渉や集団訴訟を阻害する契約の制限、雇用類似者から発注者に対する、他に業務を受託している雇用類似者への連絡要
求への対応義務などの支援策の創設は必要なように思われる」、と。

41） 日本の安衛法の特徴については、厚生労働科学研究費補助金（労働安全衛生総合研究事業）「『労働安全衛生法の改正に向けた法学的視点からの調査研
究』報告書（2021年度）」（研究代表者：三柴丈典）（2022年）1-180頁を参照されたい。

42） 土岐将仁『法人格を超えた労働法規制の可能性と限界』（有斐閣、2020年）368頁は、これらの規定の名宛人は、労働契約上の使用者の持つ権能を行使

ギグワーカーの安全衛生に関する法的保護のあり方について－日本の状況と展望－

55日本産業保健法学会誌　第 1巻第 2号　2022/12－3568－



る活動により利益を受ける者こそが、その活動によ
る災害の防止と賠償の責任を負うべきとの考え方）
や、予見・管理可能性の原則（災害を予見でき、管
理できる者が、その防止と賠償の責任を負うべきと
の考え方）等もあると解されるが、本質的には、労
災防止という目的を重視する労働安全衛生の性格に
よる。しかし、そうした規制の多くは、建設業者や
造船業者、化学物質の製造業者等を対象としており、
ギグワークがよく行われている業種等への一般的な
適用は難しい43）。また、日本の安衛法や、それに紐
付く省令は、必ずしも誰が保護対象かを定めていな
い（安衛法は、一般的に労働者の保護を目的とする
と定めているが（第1条、第3条第1項）、個別規定の
うち保護対象を労働者としているものは一部にとど
まる）。その場合、保護対象は、当然に労働者である
とも解釈できるし、より広く想定されているとも解
釈できる。
　近年、安衛法の一部の条規の保護対象を広く解釈
する判例が出た。すなわち、アスベストにより石綿
肺や肺がんなどに罹患した建設会社従業員や自営業
者の職人である一人親方が、国に対しては、アスベ
ストの危険性のラベルによる表示や掲示、保護具使
用の指導監督等に関する規制権限不行使を国家賠償
法上違法であるとし、建材メーカーに対しては、製
品のリスクに関する警告を行う注意義務の懈怠等が
不法行為であるとして、それぞれに対して損害賠償
請求を求めた建設アスベスト訴訟（神奈川第1陣）事
件（最1小判令和3年5月17日最高裁判所民事判例集
75巻5号1359頁）がそれである。国は、平成18年

（2006年）9月に至り、アスベストを安衛法施行令に
基づく製造等禁止の対象としたが44）、それまでに建
築物の建設や解体工事等に従事していた建設作業従
事者（労働者及び一人親方等の非労働者）が、中皮
腫や肺がん等のアスベスト関連疾患を発症した。そ
こで、全国8つの地裁に、国とアスベスト建材のメー

カーを相手方として集団訴訟を起こした。本件はそ
のうちの1つである。
　本件では、基本的には「労働者」の安全衛生の確
保を目的とする労働安全衛生法が、純然たる請負・
業務委託契約の一人親方も保護の対象としており、
彼らの保護のための規制（法的拘束力を持つ規則の
作成・改正や法的拘束力のない通達の発出など）を
怠ると、国の規制権限不行使が違法となり得るかも
争点の1つとなった。
　本件発生当時、安衛法第57条は、特定の化学物質
を容器に入れたり包装して他者に譲渡したり提供す
る者に対して、そのリスク等を容器に貼り付けるラ
ベルに表示する等して、関係者に伝える義務を課し
ていた。特定化学物質障害予防規則（特化則）第38
条の3は、事業者に対して、発がん性物質等の特定の
有害物質を扱う作業場において、その物質の有害性

（hazard）や取扱い上の注意等を掲示する義務を課
していた。また、当時の労働安全衛生規則は、事業者
に呼吸用保護具を備える義務は課していたが、実際
に作業従事者に着用させる義務は課していなかった。
　本件では、国は、これらの規制を通達（法的拘束
力なし）で具体化したり、不足する規則（法的拘束
力あり）を作成しなかったこと等により、国家賠償
法上の違法を犯したか等が争われた。このうち後者
の争点に関連して、これらの規制の保護対象に一人
親方が含まれるかが問われた。
　この点について最高裁は、先ず、表示や掲示によ
るアスベストのリスクや保護具装着の重要性を通達
で十分に伝達させなかったこと、作業従事者への保
護具使用を規則で義務づけなかったこと等が、国家
賠償法上違法としたうえで、要するに、以下のよう
に述べて、一人親方に対する国の国家賠償法上の賠
償責任を肯定した。すなわち、
　1） 安衛法の主な目的は労働者保護だが、職場環境

の整備も定めている。また、法第57条は、物

　　  しているために、労働法規（この場合、労働安全衛生法）の履行義務を負わされている旨を述べている。確かに、派遣先事業主にはそういう面がある
が、元方事業者などは、むしろ自ら下請業者等の労働者を指揮命令することを禁じられている（本来、労働者派遣として扱うべきものの脱法的行為とみ
なされる。「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」( 昭和 61 年労働省告示第 37 号 ) 等を参照されたい）。労働安全衛生法
は、労災防止という目的を重視して、専門的、機動的な役割を果たすため、労働基準法から分離独立した経過があるので、危害防止措置の名宛人を使用
者との類似性で説明するのは適当でない。

43） なお、労働者の自宅は、労働安全衛生法の主な適用対象となる「事業場」には該当せず、同法に紐付く事務所衛生基準規則（1972年労働省令第43号）
の適用対象となる「事務所」にも該当しない。

44） 最高裁は、国が、保護具の「準備（≠装着の確保）」等の義務を事業者に課したうえで、アスベストのハザードの判明度合いに応じて通達等（法的拘束
力はない）で講ずべき対策のレベルを引き上げてきていた経緯は認めている。
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の危険性に着目した規制なので、同条の保護
対象は、職場に出入りする非労働者にも及ぶ。

　2） 特化則が定める掲示義務も、非労働者を含め、
有害物質を扱う作業場での作業従事者の保護
を図っている。

　この判示を前提にすれば、ギグワーカーについて
も、事業者が支配管理する建設・工事現場などで就労
する限り、安衛法上の職場環境整備や、危険有害物
のリスク情報の伝達等に関する規制が適用されると
の解釈が可能だろう45）。しかし、裁判所による柔軟
な解釈にも限界がある。結局、今の安衛法は、リス
ク創出者管理責任負担原則のごく一部しか具体化し
ておらず、多様な業種・職種にわたるギグワーカー
の保護は果たし得ない。

7．民事上の安全配慮義務46）の適用の可能性と限界
　たとえ、ギグワーカーが、労基法や労組法上の「労
働者」性を否定されても、安全衛生については、民
事法上の保護（原則として損害賠償。例外的に予防：
就労拒否や履行請求）を受ける可能性がある。日本の
判例では、純然たる請負・業務委託契約においても、
発注者・注文主らに受注者に対する安全配慮義務が
生じる余地があるからである。安全配慮義務は、判
例により確立された、原則として契約に附随する民
事上の義務である。判例の示唆について、三柴47）は、

「①『対象者の安全・衛生』への②『実質的な影響可
能性（特に支配・管理可能性）を持つ者』が、災害疾
病にかかる③『予見可能性』に基づく④『結果回避可
能性』の存在を前提に、⑤『当該結果回避のための手
続ないし最善の注意を尽くす』義務」と整理してい
る。2007年に制定された労働契約法第5条が、労使
関係における安全配慮義務を明文化したが、それに
とどまるものではない。制定法上の義務違反がなく
ても、この配慮義務違反は生じ得る。事件の脈絡に

よっては、法的拘束力のないガイドライン違反等で
も、この配慮義務違反とされることがある48）。適用
範囲の広さや内容の面では、UK の HSWA（Health 
and Safety at Work etc. Act 1974）及び労働安全
衛生管理規則（The Management of Health and 
Safety at Work Regulations 1999）、欧州諸国や
カナダ（Part Ⅱ , Canada Labour Code of 1985）
などの労働安全衛生関係立法が定める一般的義務条
項（general duty clause）に近い。
　安全配慮義務に関する最高裁のリーディングケー
スとして、陸上自衛隊八戸車両整備工場事件（最3
小判昭和50年2月25日最高裁判所民事判例集29巻
2号143頁）が挙げられる。日本の自衛隊員が車両
整備中に、同僚隊員が運転する大型車両に轢かれて
死亡し、遺族から国の賠償責任が問われた事案につ
き、最高裁は、「安全配慮義務は、ある法律関係に
基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間
において、当該法律関係の付随義務として当事者の
一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務と
して一般的に認められるべきもの」と判示した。こ
れは、たとえ雇用関係が無くても、一定の社会的接
触関係があれば、信義則により、当事者が安全配慮
義務を負う場合があることを意味する。同判決を受
けて、実際に、雇用関係の無い、下請労働者に対す
る、元請け企業の安全配慮義務を肯定した判例も存
在する（代表的な例は、三菱重工業神戸造船所（難
聴）事件最1小判平成３年４月11日最高裁判所裁判
集民事162号295頁）。
　よって、例えば、プラットフォーマーからギグワー
カーに支給された作業用品（原材料や労働手段等）
が原因で災害が発生した場合や、発注者・注文者の
指示そのものが危険であった（著しい重量物の運搬
や、短時間内での運搬の要請など）ため、交通災害
が生じた場合などには、特別な社会的接触の関係に

45） 本判決を踏まえ、既に、法第22条と関係する11の省令改正（建設業事業者に対し、同じ建設現場で働くか、そこに出入りするが、雇用関係にない一人
親方等を保護対象として、指揮命令関係がなくても講ずべき措置を段階的に規定する等）が行われた（詳しくは、「労働安全衛生規則等の一部を改正す
る省令の施行等について」令和4年4月15日基発0415第1号）。そして2022年5月以後、厚生労働省で「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関
する検討会」が開催され、建設業の一人親方等を対象とした規制の強化、デジタルプラットフォーマーへの規制のあり方、個人事業主の健康確保のため
の規制のあり方等が議論されている。筆者（三柴）も委員を務め、UK やオーストラリアの法制度を紹介した。

46） 1で述べたように、その成り立ち故に、日本では「安全」配慮義務と呼ばれているが、心身の健康への配慮も含まれる。
47） 詳しくは、三柴丈典「安全配慮義務の意義・適用範囲」（労働法の争点＜第4版＞法学教室、2014年）128 ～ 130頁、三柴丈典「使用者の健康・安全配

慮義務」『講座労働法の再生（3）労働条件論の課題』（日本評論社、2017年）273 ～ 296頁を参照されたい。
48） 日本の厚生労働省は、関係する他の省庁と連名で、フード・デリバリー・サービスのプラットフォーマーと配達員を対象に、交通安全を喚起する通知を

発出した（厚生労働省安全課長「自転車及び原動機付自転車を用いた飲食物のデリバリーにおける交通事故防止について」令和2年10月26日基安安発
1026第2号別添）。むろん、法的拘束力はないが、司法が安全配慮義務の内容を検討する際に参考とされる可能性はある。
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入った当事者として、プラットフォーマーに対する
安全配慮義務及びその違反に基づく損害賠償責任が
生じる可能性がある。しかし、それも無制限という
わけではない。なぜなら、使用者以外の者が安全配
慮義務を負うには、まさに、「特別な社会的接触関
係」が必要である。また、民事上の損害賠償責任に
は、安全配慮義務違反≒過失のみならず、当事者に
その責任を負わせるに値する事由（帰責事由）がな
ければならない。よって、プラットフォーマーとギ
グワーカーの間に、災害が生じ易い勤務条件の設定
や支配管理可能性、事実上の指揮命令関係など、労
災（損害）の発生を予見でき、管理できる関係がな
ければならない。また、仮に義務違反が認められて
も、義務の履行請求などの予防的請求は殆ど認容さ
れない（例えば、高島屋工作所事件大阪地判平成2
年11月28日労働経済判例速報1413号3頁）。

8．準労働関係法：家内労働法（1970年法律第60号）49）

　主に物の加工を行う内職者（非労働者）の保護を
図った法律である。日本では、1916年（大正5年）
に、工場で働く労働者（特に年少者や女性）の保護
を図る工場法（労働基準法（昭和22年法律第49号）
の前身に当たる）が施行された。すると、工業主が、
同法の適用や、傷病の責任負担を免れること等を目
的として、法形式的には独立自営業者による家内労
働（内職）の仕組みが作られ、現在も残存している。
また、1958年（昭和33年）頃、当時流行したヘッ
プサンダル（オードリー・ヘップバーンが履いたサ
ンダルを模したもの）の裏底を接着する作業を密閉
空間で行っていた家内労働者が、接着剤のゴム糊に
含まれるベンゼンの中毒で死亡する災害が生じた。
　本法は、こうした事情を背景に、業務の委託者と
家内労働者を労使関係類似の関係と見立てた。すな
わち、家内労働者を工場法の適用対象となる労働者
とはしなかったが、経済面、安全衛生面での社会的
保護の必要性が認められ、制定された。
　そこで、業務の委託者に対して、委託内容、委託
期日（期限となる日）、工賃、支払期日等に関する手

帳の作成を義務づけ、委託者自身と第三者（監督機
関等）がその適正さを確認できるようにすること等
により、家内労働者の就業条件を幅広く向上させよ
うとした。特筆すべきは第4条で、努力義務ながら、
委託者に家内労働者の長時間勤務の抑制を図らせよ
うとしている。
　本法制定の背景事情（業者が雇用者としての責任
を回避しようとしたこと）にはギグワークと類似す
る面があるし、法定された保護措置には、ギグワー
カーの安全衛生にも有効と思われるものがある。特
に、“幅広い就業条件の向上”という視点は、昨今の
労働安全衛生法が重視する心身の健康対策に貢献す
るだろう。
　一般的な安全衛生については、第17条第1項が、
委託者に対して、機械器具や原材料等を家内労働者
に譲渡提供等する際に、それらによる危害の防止措
置を講ずべき義務を定めている。第2項は、家内労
働者に対し、機械器具や原材料等のほか、ガス、蒸
気、粉じん等による危害防止措置を「講じる」義務
を定めている。第3項は、家内労働者の同居の親族
であり、同人に使用される「補助者」にも、第2項
が定める危害防止措置を「守る」義務を課している。
このうち第2項は、家内労働者に対して、自分自身
の安全衛生管理の義務と共に、「補助者」に対する安
全衛生上の保護義務も課していると解される。
　本法は自宅での就労を前提にしており、その制定
過程で、プライバシー保護の必要性が指摘されたこ
ともあり、家内労働（者）の支援を中心とし、規制は
最小限にする方針が採られた。おそらくはその結果、
労働安全衛生法との違いが生じている、例えば、労働
安全衛生法では、措置義務者（事業者ら）に対して、
保護対象（労働者ら）に何かを積極的にさせる義務

（保護具を装着させる義務（労働安全衛生規則第327
条第1項等）等）や、させない義務（危険区域に立ち
入らせない義務（労働安全衛生規則第245条等）等）
を課す規定があるが、本法には存在しない50）。
　家内労働法の主な執行機関は、労働基準監督署長
と労働基準監督官であり（第29条）、一般的な安全

49） この項目の執筆に際して、橋本陽子「なぜ内職にだけ家内労働法があるのか」日本労働研究雑誌№585（2009年）34頁～ 37頁、濱口桂一郎「雇用類似
の働き方に関する現状と課題」日本政策金融公庫論集第47号（2020年）41頁～ 58頁、三柴試論7頁、北岡大介「雇用類似と労働安全衛生法」日本労働
法学会第139回大会大シンポジウム報告用メモ（2022年2月16日）（以下、「北岡メモ」という）等を参照した。

50） 北岡メモ。
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衛生に関する第17条第1項、第2項が遵守されない場
合、委託者や家内労働者に対して、委託や受託の停
止、機械器具や原材料等の使用停止を命じ得る（第
18条）。一般的な安全衛生に関する第17条の違反、
第18条が定める行政処分への違反には、罰則（罰金）
がある（第35条）。
　このような方策を定める家内労働法は、データの
加工やシステム構築等を行うことの多い現代のギグ
ワーカーには、あまり適応しないだろう。しかし、
家内労働法を参考にした法的措置を講ずべきとの見
解も示されている51）。特に、本法が、委託者が生み
出すリスクは委託者に管理させようとした点や、委
託者と受託者の双方に安全衛生上必要な措置を義務
づけた点は、参考になる。ギグワーカーに適応する
よう本法を改正する案も考えられる。

　以上の通り、現行の労働法や準労働法で、現代の
ギグワーカーの安全衛生面での保護を図るには限界
がある。
　そこで以下では、経済法による安全衛生面での保
護の可能性について検討する。なお、日本の安全衛
生法は、ストレスチェック制度（法第66条の10）の
新設52）などを通じて、労働者の心理社会的ストレス
への対応も積極的に図るようになっている。彼／彼
女らの勤務条件、経済条件は、少なくとも、この点
で、広く安全衛生法上の課題となり得る。

9．経済法によるアプローチ
（1） 下請代金支払遅延等防止法（1956年法律第120

号）（下請法）
　一定の取引内容について、自ら取引の主体となっ
たうえで（：顧客との関係で、自身が仕事を引き受
けたうえで）、その業務の全部又は一部を下請事業者
に請け負わせる者（親事業者）を名宛人として、下
請事業者（個人事業者と、親事業者より資本金が少
ない法人）に対して、注文者としての優越的な立場
を濫用しないよう規制をかけた法律である。この法

律の規制対象となる取引は、物品の製造、修理、加
工等を行う事業者（親事業者）によるそれらの仕事
の委託（第2条第1項、第2項）、ソフトウェア、映像
コンテンツ、各種デザイン等の情報成果物の作成、
提供を営むか自ら使用する事業者（親事業者）によ
るそれらの仕事の委託（第2条第3項）、役務（サービ
ス）の提供を営む事業者（親事業者）によるそれら
の仕事の委託（第2条第4項）である。これらの親事
業者には、取引内容の詳細を記載した書面の交付義
務（第3条）、下請代金の支払い期日の設定義務（第
2条の2）等が課されると共に、不当な受領拒否や返
品（第4条第1項第1号、第4号）、下請代金の支払い
遅延、不当な減額（第4条第1項第2号、第3号）、下
請事業者による管轄行政機関（公正取引委員会等）
への通報に対する報復（第4条第1項第7号）等が禁
止されている。これらの条規違反には、行政による
勧告や報告徴収、それに従わない場合の罰則が定め
られているが、罰則は基本的に活用されず53）、現に
違法行為事例が相次いだことから、2004年から、公
正取引委員会が是正勧告を行った企業名を公表する
ようになった54）。
　ギグワーカーも、対象業務に従事している限り、
同法による保護を受け得るが、適用対象が限られて
いるうえ、同法には、親事業者に業務上のリスクア
セスメントを義務づけるような、一般的な安全衛生
に関する保護規定は定められていない。そして、当
然ながら、下請業者の親事業者との取引そのものを
保障する機能はない。

（2） 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法
律（1947年法律第54号）（独禁法）

　主に、①私的独占、②不当な取引制限、③不公正
な取引方法、のいずれかに該当し、公正な競争を実
質的に制限／阻害する効果を持つか、その恐れがあ
る行為の規制を図る法律である。公正な競争の促進、
事業活動の健全な発展、一般消費者の利益の確保等
を目的としている。①は、既存の事業者が徒党を組

51） 菅野和夫名誉教授（菅野和夫「労働法の未来」週刊経団連タイムス№3411（2019年）https://www.keidanren.or.jp/journal/times/2019/0613_05.
html 最終閲覧日2022年2月20日）は、フリーランスにも家内労働法における最低工賃の仕組みを導入するよう提唱している。

52） Mishiba,Takenori.2021. The background and current state of implementing a legal system for stress checks in Japan. Industrial Health. 
https://doi.org/10.2486/indhealth.2021-0090.

53） 金井貴嗣、川濵昇、泉水文雄編『独占禁止法（第6版）』（弘文堂）363頁。
54） 公正取引委員会の WEB サイト（https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukekankoku/index.html 最終閲覧日2022年2月11日）。
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んで、新たな事業者の新規参入／他の事業者の参入
を困難にする等の「排除」や、新規参入者／他の事
業者をその傘下に置き、自由な意思決定を困難にす
る「支配」を意味する（第2条第5項）。②は、「談合」
を好例として、既存の事業者がカルテルを組むなど
して、取引相場を決定することなどを意味する。③
は、既存の事業者らが他の事業者への商品等の供給
を拒否したり、関係事業者からの供給を拒否させた
り、継続的な取引関係などの取引上の優越的な立場
を悪用して、不当な負担や不利益を課すことなどを
意味する（第2条第9項）。①②の規制の履行確保の
方法は、公正取引委員会による当該行為の差止め等
必要な措置の命令（排除措置命令）（第7条）、行政罰
である課徴金の納付命令（第7条の2第2項）、刑事罰

（第89条第1項第1号）などがある。③の規制の履行
確保の方法は、排除措置命令（第7条）などがある。
　また、公正取引委員会は、「フランチャイズ・システ
ムに関する独占禁止法上の考え方について」（2011
年6月23日）を示したり55）、コンビニ業界の実態調査
を行うなどして、労組法上の保護が認められなかっ
たフランチャイジー（加盟店）の保護を図っている。
　よって、独立自営業型のギグワーカーにも、本法適
用の余地があるが、自由経済原則を直接修正する規
制であることから慎重な解釈適用が図られる傾向に
ある56）。最も適用可能性が問われ易い優越的地位の
濫用は、適用範囲が限定されており、実際に抑制的
な運用がなされているため、柔軟かつ個別的な（「か
ゆいところに手が届く」）紛争解決に繋がるとは言い
がたい。もとより、事業者の一般的な安全衛生の確
保は、本法の所掌の範囲外である。

（3）　デジタルプラットフォーム取引透明化法
　　 （2020年法律第38号）
　近年、経済産業分野で、「特定デジタルプラッ
トフォームの透明性及び公正性の向上に関する法
律（2020年6月3日公布）」という法律が制定され、

2021年に施行されたが、これも日本の法律がソフ
ト・ロー志向であることをよく示している。
　この法律は、デジタルプラットフォームの提供者
を名宛人として、彼らが、取引相手に対して、立場
の優越性を利用して、不公正な取引条件を課したり、
一度示した規約を一方的に変更する等の行為を抑え
る（≠禁止する）ことを目的としている。しかし、
国の関与を最小限とすることを規定している（第3
条）。すなわち、法律は規制の大枠を定めるにとど
め、特定デジタルプラットフォーム提供者が、自主
的に取引の透明性や公正性を高める措置を講じるよ
う促す仕組み（「共同規制」と呼ばれる）を採用して
いる。具体的には、特定の事業区分、事業規模のデ
ジタルプラットフォームの提供者のうち、行政が指
定した者（特定デジタルプラットフォーム提供者）
のみを名宛人として、実施した措置等について、毎
年度、自己評価した報告書の提出を義務づけ、行政
は、その報告書を通じて、プラットフォームの運営
状況をレビューし、その結果を公表することを基本
的な規制手法としている。彼らが実施すべき基本的
な措置には、取引条件等の開示、取引の公正性担保
のための体制・手続きの整備、苦情受付体制の整備
等がある。
　2021年4月に、特定デジタルプラットフォーム提
供者として、アマゾンジャパン合同会社、ヤフー株
式会社等5社が指定された。
　未だ一般的にギグワーカーを保護する法律とは言
えないが、デジタルプラットフォームへの規制が開
始されたことには意義がある。今後の改正により、
デジタルプラットフォームで働くギグワーカーも広
く保護されるようになると予想される。

（4） 中小企業等協同組合法（1947年法律第181号）
（協同組合法）57）

　中小規模の商業、工業、鉱業、運送業、サービス
業その他の事業者と勤労者等（両者共に組合員）に

55） ここには、以下の示唆がある。すなわち、「フランチャイズ・システムにおいては，加盟者は，本部の包括的な指導等を内容とするシステムに組み込ま
れる・・・から，加盟希望者の加盟に当たっての判断が適正に行われることがとりわけ重要であり，加盟者募集に際しては，本部は加盟希望者に対し
て，十分な情報を開示することが望ましく，また，フランチャイズ契約締結後の本部と加盟者との取引においては，加盟者に一方的に不利益を与えた
り，加盟者のみを不当に拘束するものであってはならない」、と。

56） 公正取引委員会の WEB サイト（https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/gyouseishidou.html 最終閲覧日2022年2月20日）。
57） 近年（2020年）、公益的な事業（訪問介護、学童保育、不就労状態にある若者の自立支援等）に主体的に従事する就労者（worker）に対して、労働者

（laborer）としての保護を図る議員立法（労働者協同組合法（2020年法律第78号）（労協法））が成立し、一部を除き、2022年10月1日の施行が予定さ
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よる協同事業のための組織（個々の中小企業等協同
組合と、それらを統括する中小企業団体中央会）に
ついて定め、彼らの経済的地位の向上を目的とした
法律である。中小企業等協同組合（組合）は、加入
者の事業の種類等により5種類に分かれるが（第3
条）58）、いずれも法人でなければならず（第4条）、
組合員は、任意に加入し、脱退できる（第5条）。団
体運営に関する組合員の議決権は平等であり、組合
は、その組合員全体の利益のための活動を目的とす
る（第5条）。資本金額や常時使用する従業員数が一
定以下の組合等は、独占禁止法の適用を除外される

（第7条）。組合が行う主な事業には、組合員の事業
に関する共同事業のほか、事業資金の貸付け、組合
員の福利厚生（共済保険の運営を含む）、組合員の 
経済的地位の改善のための取引先との団体協約の締
結がある（第9条の2第1項）。
　特筆すべきは組合による団体協約の締結につい
て、組合や組合員の取引相手に誠実交渉義務が課さ
れていることである。本法第9条の2第12項は、組合
や組合員と取引関係のある事業者（小規模事業者を
除く）は、彼らから申出があった際は、取引条件に
ついての団体協約の締結のための交渉に誠意をもっ
て応じなければならない旨を定めている。この規定
に罰則はないが、この協約は、直接に組合員に対し
て効力を持ち、組合員が締結する契約の内容がこの
協約に反する場合、その部分に限り、この協約の内
容通りに修正される。また、協約締結のための交渉
や、協約の解釈適用に関する協議が整わない場合、
当事者は、行政庁（組合の事業の所管官庁だが、所
管官庁がない場合には中小企業庁）にあっせんや調
停を申請できる（第9条の2の2）。
　その他に特筆すべき点として、個々の組合を統括
する中小企業団体中央会が、中小企業に関する事項
について、国会、地方公共団体の議会、行政庁に直
接建議できると定められていること（第74条、第75
条）が挙げられる。中小企業等協同組合の中央会を
通じた政治的影響力の担保を図った規定である。

　以上の通り、本法は、一般的に経済力の弱い中小
規模の事業者を対象に、同業者組合（ギルド）を組
織させ、取引相手との交渉力や経済力、相互扶助を
向上させようとするものである（ただし、政治的中
立の定め（第5条第3項）がある）。本法上の中小企
業等協同組合は、営利法人的性格と非営利的法人的
性格の両者を兼ね備え、講学上は中間法人に位置づ
けられる59）。同法に基づく協同組合の具体例とし
ては、同一ブランドの下で運送業を営む個人事業主
により組織された全国赤帽軽自動車運送協同組合連
合会、ローカルフードである煎餅の製造者達により
組織された草加煎餅組合などが挙げられる。この法
律は、適用事例に乏しく（取引先との交渉に関する
あっせんや調停の申請事例も見当たらない）、日本
の労働分野ではあまり注目されて来なかったが、ギ
グワーカーにとって、活用可能性がある。仮にギグ
ワーカーが「協同組合」を設立すれば、取引条件そ
のもののみならず、業務遂行上の安全衛生について
も、法的保護のもとで、当該職種の特性を踏まえつ
つ、集団的交渉を図ることができる。
　もっとも、本法には、以下のような活用上の課題
がある。
　第１は、労組法における不当労働行為規制（使用
者の団体交渉の応諾義務、組合員への不利益取扱い
の禁止など）のような強制力がないことである。行
政庁も、違法状態を是正するための救済命令を発令
する権限を与えられていない。そのため、たとえ安
全衛生のような重要な課題であっても、プラット
フォーマーないし発注者・注文者が協同組合に対し
て交渉を拒否した場合の対抗手段がない。
　第２に、労働組合の場合には憲法で保障されてい
る、ストライキ権などの団体行動権や、労働組合法
で保障されている、正当な組合活動についての民事
免責や刑事免責（第1条第2項、第8条）が、保障され
ていない。よって、協同組合が、抗議活動や争議行
為などを行った際に、契約違反を理由とする発注者
に対する損害賠償責任が生じたり、プラットフォー

　　  れている。UK で、Robert Owen が設立し、日本でも独自の発展を遂げた生活協同組合（Consumers' co-operative）を法制度化しようとするもの 
で、多くの部分で、中小企業等協同組合法の定めを引き継いでいるが、組合員を個人に限定し、労働者協同組合との関係で、労働者としての保護を図る
点（経営参加者兼労働者という法的位置づけを認める点）に最大の特徴がある。強制力に乏しいが、今後、一部のギグワーカーによる活用拡大の可能性
がある。

58） これには、勤労者等が個人で出資して事業を起こし、運営し、労務を提供する企業組合（worker’s collective）も含まれる。
59） 全国中小企業団体中央会編『中小企業東京堂組合法逐条解説 [ 第2次改訂版 ]』（第一法規、2016年）10頁。
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マーからの契約打ち切りを受けるなどの民事上のリ
スクが生じたり、行為態様によっては、威力・偽計業
務妨害罪（刑法第233条、第234条）や建造物侵入罪

（刑法第130条）など刑事処罰を受けるリスクを抱え
る。そのため、仮に協同組合とプラットフォーマーや
発注者・注文者との交渉が行われても、行き詰まっ
た場合、協同組合側には、有効な解消策がない。
　第3に、プラットフォーマーの事業所が日本にな
い場合や、それを運営する法人の所在地が外国にあ
る場合にどのように交渉の場を設けるかという現実
的な課題も生じ得る（ただし、この問題は労働組合
であっても同様に生じ得る）。
　このように、協同組合法をギグワーカーの安全衛
生等の重要な勤務条件の適正化に活用するために解
決すべき課題は多いが、運送業から在宅でのソフト
開発まで、様々なギグワーカーが存在することから
すれば、実質的な安全衛生の確保にとって、その業
種、職種、地域的特性等を踏まえた集団的交渉が重要
な意味を持つ。国は、ガイドラインなどを通じて60）、
ベストプラクティスや留意点について、情報提供と
共にデータ収集に努め、必要性が裏付けられれば最
低基準の設定を図るべきだろう。
　なお、収入の不安を含め、安全衛生の所掌範囲が
拡大する傾向に照らせば、契約条件の明示、適正な
報酬の設定と支払いの確保、疾病・老齢・失業等に
係る社会保障、キャリア形成支援、出産・育児・介
護休業期間中の収入の保障、ハラスメント防止、業
務による第三者賠償責任の填補、（プラットフォー
マーらの拠点が海外にある場合の）紛争解決手段の
確保のような事項も、ギグワーカーの協同組合と取
引相手の集団的交渉の対象とすることが期待され
る61）62）。

　10．産業衛生学の示唆
　本項では、安全配慮義務などの法解釈論及び当事
者間の交渉、並びに今後の立法で踏まえるべき情報
として、ギグワークの業務内在リスクと対応策に関
する産業衛生学の文献レビューの結果を示す。
　日本では、ギグワークにおける健康管理や安全衛
生に関する研究は進んでいない。他国では、僅かなが
ら、ギグワーカーの安全衛生に関する議論がなされ
ている。米国で行われた研究では、多くのギグワー
カーが個人所有の自動車を活用したり、自宅で仕事
を行っていることから、既知の業務上のリスクに対
する既存の保護の効果が失われており、健康と安全
のリスクが上昇していると警告されている63）。ま
た、Bajwa らは、ギグエコノミーにおける健康影響
を検討するにあたり、a) 職務に内在する危険有害性

（occupational vulnerabilities）、b）保障の乏しさ
（precarity）、c）プラットフォーム利用に由来する
危険有害性（platform-based vulnerabilities）の３
種類のカテゴリーを示している。このうち a は、運
転手の交通事故リスクの増加や、タイピングなど反
復作業での筋骨格損傷などを意味する。b は、道具
や設備を自分で用意しなければならないことや、ト
レーニングやキャリアアップの機会が限られている
ことを意味する。これら２種類は、他の仕事にも共
通する問題である一方で、c はギグワーカーに特有
である。すなわち、プラットフォーム利用では、プ
ラットフォーム内での人的なつながりがなく、孤独
を感じる他、コントロールできない要因による不利
益措置、収入減によるストレスが生じ得ること等が
指摘されている64）。
　ドイツの研究者がドイツのクラウドワーカーを
対象に行った研究では、ドイツの標準的な労働者

60） 既に、厚生労働省から、「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン（平成30年2月22日）」、「VDT 作業におけ
る労働衛生管理のためのガイドライン」（平成14年4月5日基発第0405001号）」等が発出されている。また、労働安全衛生に関する国の研究事業を担う
労働安全衛生総合研究所でも、テレワーク等の業務上のリスクについて研究している。しかし、いずれの目的も労働者保護に限定されている。

61） 労働政策研究・研修機構の調査結果（労働政策研究・研修機構「多様な就業形態に関する実態調査－事業所調査 / 従業員調査－」（浅尾裕ら執筆）（2011年）
　　https://www.jil.go.jp/institute/research/2011/documents/086.pdf 最終閲覧日2022年2月20日）を参照されたい。
62） なお、連合総研・「曖昧な雇用関係」の実態と課題に関する調査研究委員会「働き方の多様化と法的保護のあり方～個人請負就業者とクラウドワーカー

の就業実態から～」（DIO 連合総研レポート№335（2018年）24頁～ 28頁は、「とくにクラウドワーカーの場合には、これまでの事業組織への組入れ
論では対応できない場合が多いことから、相手方との関係で交渉力の不均衡が存在する場合には、広く労組法上の労働者と認めるべきである」としつ
つ、「たとえ・・・独立自営業者と解されるとしても、中小企業等協同組合法を適用し、相手方の団体交渉義務を認め、労働協約と類似の効力を持つ団
体協約の締結を認めるべき」として、「就労者（≠労働者）」保護の枠組みについて検討している。浜村前掲論文（2018年）14頁も同趣旨を述べる。

63） Tran, Molly, and Rosemary K. Sokas. 2017. “The Gig Economy and Contingent Work: An Occupational Health Assessment.” Journal of 
Occupational and Environmental Medicine 59 (4): e63–66. https://doi.org/10.1097/JOM.0000000000000977.

64） Bajwa, Uttam, Denise Gastaldo, Erica Di Ruggiero, and Lilian Knorr. 2018. “The Health of Workers in the Global Gig Economy.” 
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に比べ、クラウドワーカーの身体的な症状（The 
Somatic Symptom Scale-8; SSS-8の質問票を使
用）が、優位に増加していたという65）。また、米国
では、ギグワークの出来高払い（労働者が生産する
商品や提供するサービスの量に直接連動した報酬制
度）に関する研究が行われ、出来高払いの健康リス
クが示唆された。この研究では、BLS（Bureau of 
Labor Statistics）が実施したコホート調査（ギグ
ワーカーに対する質問調査とその結果の比較対照）
が分析対象とされた。質問調査では、「健康上の制
限」の有無（業務に起因するか否かを問わず、日常
生活や仕事を制限するような健康上の問題があるか
否か）が尋ねられ、自己申告で回答された。主観的
な指標ではあるが、出来高払いで報酬を得ている者
は、給与所得者と比較して、健康上の制限のオッズ
比は、年間ないし累積で、有意に高くなった（オッ
ズ比 (95% 信頼区間 ) 年間1.75(1.16, 2.62)、累積
1.42(1.03, 1.96))66）。
　COVID-19によるパンデミックがギグワーカー
に及ぼす様々な影響を示す paper もある。米国のシ
アトルにおける研究では、app-based ドライバー
のうち31％しか適切なマスクと消毒液を会社から
支給されていなかった。COVID-19禍で働いている
ギグワーカーへのインタビュー調査の結果を分析し
た研究では、業務のアルゴリズム管理（顧客の期待
に応えて高評価を得ることで、仕事を得やすくする
仕組み）が主な理由で、ギグワーカーの中には、人
と接触する可能性がある様々な危険な仕事を引き受
ける者がいることが判明した。また、自分自身で工
夫をしながら身体的リスクを軽減する方法をとった
り、またリスクを引き受けられず、ギグワークから
一時的に撤退する者がいることも判明した67）。
　ギグワークは、パソコン等のデジタル機器を用い、
委託者やプラットフォーマーの施設外で行われる限

りテレワークと類似する。テレワークの業務内在リ
スクや推奨される対策については、最近、WHO と
ILO からテクニカル・ブリーフ68）が公表された。こ
のブリーフは、おそらくは、COVID-19禍でのテレ
ワークの急速な拡大を踏まえ、テレワーカーの安全
衛生の確保を優先する方針を採っており、（議論が
尽きなくなる）テレワーカーの労働者性には触れて
いない。基本的には雇用関係を前提にしているが、
employer（雇用主）の文言を用いる一方、employee

（被用者）ではなく、worker（就労者）という文言を
用いている。このブリーフは、基本的に、テレワー
クのメリット（病気罹患者でも就労可能性があるこ
と、一般的な血圧降下、鬱になる危険の低下、運動
する機会の増加等の調査データ）を挙示し、適正な
テレワークを促進するスタンスに立っている。業務
内在リスクとしては、職場であれば可能な安全衛生
管理が困難となることを前提として、①長時間のパ
ソコン作業や不自然な姿勢による身体的症状（筋骨
格的損傷、眼精疲労）、②社会的孤立、③ネットいじ
めやハラスメント、④生活のサイクルの乱れ、⑤業
務に係る高すぎる要求や低すぎる要求、⑥家族（特
に子ども）による仕事の妨害による心理的ストレス、
等を指摘している。
　対策については、雇用主の管理が及びにくいこと
等を踏まえ、労働者の協力や労使協議（特に安全衛
生委員会での協議や安全代表との協議）の重要性を
説いている。また、定期的な社交（オンライン会合
等）、労働時間の柔軟化（フレックスタイム制度の
導入等）、雇用主による就業時間外のコンタクトの
回避、業務上期待される結果と業務の優先順位の明
確化、勤務時間や就業上の秩序（禁酒、禁煙等）に
係る就業規則による適正な就業管理、オンライン・
チェックリストを用いた作業場のリスクアセスメン
ト、リスクアセスメントを踏まえたオンラインでの

　　  Globalization and Health 14 (1): 124. https://doi.org/10.1186/s12992-018-0444-8.
65） Schlicher, Katharina D., Julian Schulte, Mareike Reimann, and Günter W. Maier. 2021. “Flexible, Self-Determined… and Unhealthy? An 

Empirical Study on Somatic Health Among Crowdworkers.” Frontiers in Psychology 12 (December): 724966. https://doi.org/10.3389/
fpsyg.2021.724966.

66） Davis, M. E., and E. Hoyt. 2020. “A Longitudinal Study of Piece Rate and Health: Evidence and Implications for Workers in the US Gig 
Economy.” Public Health 180: 1–9. https://doi.org/10.1016/j.puhe.2019.10.021.

67） Cameron, Lindsey D., Bobbi Thomason, and Vanessa M. Conzon. 2021. “Risky Business: Gig Workers and the Navigation of Ideal Worker 
Expectations During the COVID-19 Pandemic.” Journal of Applied Psychology 106 (12): 1821–33. https://doi.org/10.1037/apl0000993.

68） World Health Organization and the International Labour Organization. 2021. “Healthy and Safe Telework: Technical Brief.” Geneva: 
World Health Organization and the International Labour Organization.
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69） 日本の厚生労働省は、各都道府県に産業保健総合支援センターを設け、無償で産業保健に関する労使の相談に応じさせている。三柴試論13頁は、日本
政府が、フリーランスの促進を図っていることを理由の1つとして、フリーランスにもこのセンターを活用させることを提案している。

教育、就労者が過重負荷を感じた場合の対応、ポジ
ティブなフィードバック、運動の推進、産業保健に
よる支援等の重要性を説いている。また、雇用主に
よるコンピュータのハードとソフト、オフィス家具
等、業務に必要なツールの提供、労災保険、家財保
険等の保険の提供なども勧めている。国による職業
性疾病・障害に関する把握と分析の必要性も説いて
いる。ギグワークにも参考になるだろう。ただし、
定期的な社交、就業規則による適正な就業管理、オ
ンラインでの教育、ポジティブなフィードバック、
運動の推進等は、雇用関係による拘束性が前提であ
り、雇用主以外に義務づけることは困難だろう。

11．おわりに：求められる法的な対応
　本稿の概略（overview）は、「1．はじめに」に
記した。その帰結は以下の通りである。
　先ず、ギグワーカーの労働者性については、「労働
者」概念の拡張は困難だが、柔軟な解釈を試み、そ
の範囲内というべき労働者には、適切に労働法の保
護を及ぼす。特に安全衛生のような重要な法益につ
いては、既存の判断基準の柔軟な解釈によって、労
働安全衛生法や労働基準法、労働組合法等の保護を
及ぼす努力はされるべきだろう。しかし、それにも
限界があるので、その範囲を超える者であって、労
働者に準じた保護の必要性がある者に対しては、中
小企業等協同組合法（9.3：中小事業者の連帯と交渉
力の向上、相互扶助、政治的影響力の向上等を図っ
た法律）の適用、同法や家内労働法（8：形式的に
は請負契約等により、委託者から仕事を請け負って
家庭内で内職する労働者の安全衛生等の保護を図っ
た法律）の改正等の立法措置により保護すべきであ
る。
　この際、安全衛生は、業務に内在（：附随）する
様々なリスクを調査して適切に管理すること（職域
の安全衛生に係るリスク管理）を本質としているた
め、①労使協議、②産業医等の専門家の活用69）、③
行政による、（業種や職務ごとの）典型的な業務内在
リスクの調査と情報提供、ガイドラインの作成、等
の方策が有効に働くだろう。

　労働安全衛生法は、法的な体系性や整合性より労
災防止等の目的を重視する面があるため、労働者を
直接雇用する事業者のほか、一部ではあるが、様々な
者に対して様々な義務を課している。規範的に「誰
が安全衛生の責任を負うべきか」という視点を基本
としつつも、実務的に「誰なら安全衛生を果たし易
いか」という視点も盛り込まれている。
　日本の安衛法が度々参照してきた UK の HSWA

（Health and Safety at Work etc. Act 1974）は、
安全（safety）・衛生（health）・快適性（welfare）
の全てにわたり、雇用者に限らず、リスクを生み出す
者（就業条件を支配管理する者のように、リスク関
連情報を持ち、リスクを管理できる者を含む）を広
く名宛人（義務づけの対象）として、自ら雇用する
労働者のほか、その活動の影響を受ける者全てを保
護するために、合理的に実行可能な措置を求める罰
則付きの一般条項を置いている（第2条～第7条等）。
また、法違反に多額の罰金を科す定めと運用を行っ
ている。また、脚注で上述した通り、オーストラリ
アでは、労働安全衛生法（Work Health and Safety 
Act of 2011）第19条が、使用者（employer）で
はなく、事業を営む者（person who conducts a 
business or undertaking：PCBU）を名宛人とし
て、合理的に可能な限り（so far as is reasonably 
practicable）、彼／彼女らの事業のために／に関わ
る業務を行う全ての就労者（worker）の安全衛生を
確保せねばならないと定めている。これらは、まさ
に、リスク創出者管理責任負担原則に近い定めと言
える。
　日本の労働安全衛生法は、UK やオーストラリア
ほどラディカルな定めは置いていないが、日本の裁
判例が生成した、民事上の安全配慮義務の概念は、
これに近い役割を担っている。すなわち、雇用者以
外の者に対して、法定のリスク以外のリスクについ
ても、独立自営業者を含め、労働者以外の者の保護
を図ることができる。ただし、そもそもこの義務の
適用範囲は、オーストラリアの Work Health and 
Safety Act of 2011ほど広くない。また、裁判所は、
事件の筋（個別事情や社会的な背景）を総合的に読
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み取って、義務の具体的内容や違反の有無を判定す
る傾向にあり、安衛法の内容がそのまま安全配慮義
務の内容になるとは限らない。また、民事上の義務
なので、被災者は、受け身姿勢（当事者主義、処分
権主義）の裁判所に対して、措置義務者の違反につ
いて、積極的な主張立証活動を行う必要があるし、
たとえ請求が認容されても、通常は損害賠償金しか
得られない。安全配慮義務の履行請求など、予防的
な活用は困難である。
　Uber 等のプラットフォーマーが、アルゴリズム
管理を理由に、リスク創出者に当たるか否かは検討
の余地がある。請負契約や業務委託契約で、発注者や
委託者が、仕事の成果を基準に、相手方と新たな契
約を締結するか否かを決定するのは、本来当然のこ
とである。しかし、経済的従属性があって、なおか
つ契約条件が一方的に決定される条件下で、アルゴ
リズム管理が強く影響して ride-share driver の交
通事故が生じたり、健康被害が多発すれば、少なく
とも、本稿が論じて来た立法措置は必要になるだろ
う。三柴は、社会政策的な法解釈論（立法が成るま
での間、部分的に労働者性を認めるか、既存の経済
法等の類推適用を図るような対応）もあり得ると解
するが、共著者の倉重は、この点について見解を異
にする。なお、北岡講師は、特に若者や未熟練就労
者に及ぼすリスクへの対応の必要性を強調する（北
岡メモ）。
　ギグワーカーに対する労働者概念の操作（「柔軟
な」解釈）や、労働者概念を外れる者への既存の法
規（本稿が挙示したもの。特に労働安全衛生法や労
働組合法）の「柔軟な」解釈適用、新たな立法上の
保護を図る場合、その基本的な根拠は、経済的従属
性と、契約条件の附従性（委託者や業務管理者が用
意した条件でしか契約できないこと）であろう。（メ
ンタルヘルスを含む広義の）安全衛生については、こ
れに加えて、委託者や業務管理者が危険を創出して

いること（危険責任）、就労条件の支配管理、受託者
との密接な社会的接触関係などが根拠になると考え
られる。場合によっては、これらに基づく民刑事上の
保護義務を観念できるかもしれない70）。また、こう
した要素は、主にプラットフォーマーに存在するの
で、少なくとも安全衛生の確保については、プラッ
トフォーマーを主な措置義務者とすることになる。
　そこで、プラットフォーマーらに課すべき措置は、
リスクアセスメントの実施とアセスメント結果のギ
グワーカーらへの提供、集団的交渉への誠実な対応、
国が行うべき措置は、ギグワークに伴う一般的なリ
スクと良好な対応策の調査と情報提供等となるだろ
う。また、日本では、政府がフリーランスの促進策を
採っていることもあり、彼／彼女らの労働者性に関
する議論を離れ、公共政策としてセーフティーネッ
トの整備による「安心感」の提供が求められる。現段
階で、労働者でなくても、融資制度（日本政策金融
公庫等による）、健診制度（地方自治体による地域保
健制度、職業別の健康保険組合によるもの、特定健
康診査及び特定保健指導制度71）等）などは利用でき
る。公的団体が運営し、創業者を入居させ、専門家
が種々のアドバイスを行うインキュベーション・セ
ンターも設置されている72）。しかし、上掲の JILPT
調査2019では、フリーランスの失業保険や労災保険
へのニーズが高いことが明らかになっている。少な
くとも、通勤災害への補償を含めた労災保険の（特
別加入制度の）適用範囲の拡大は必要だろう。産業
医による面談などの産業保健サービスへの需要はま
だ少ないだろうが、理由の1つは、面談を受けても問
題が解消し難いことにあると解される。したがって、
やはり、中小企業等協同組合法の活用等による集団
的交渉の促進が求められる73）。たとえば、同法で保
護された協同組合が、組合員（ギグワーカー）の面
接を担当する産業医を選任し、その産業医が必要と
認める場合、プラットフォーマーらに対して、当該

70） 日本の刑法第218条は、老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしないことを
犯罪と定めており、ここで保護責任は、法令や契約のほか、何らかの先行行為によっても生じ得ると解されている（東京高判昭和45年5月11日判例タイム
ズ252号231頁）。民事上も、少なくとも、債権・債務者間では、契約上の本来的な給付義務や付随義務とは別に、相互に、相手方の生命・身体・財産を
侵害しないように配慮すべき注意義務として保護義務（Schutzpflicht）があるとの説がある（奥田昌道『債権総論［増補版］』（悠々社、1992年）18頁）。

71） 高齢者医療確保法に基づき、保険者が、40歳以上の健康保険の被保険者を対象に、メタボ対策として、糖尿病等の生活習慣病に関する特定健康診査及
び、胸囲や BMI、血圧、中性脂肪や HDL コレステロール等を基準に、メタボリックシンドロームとされた者を対象に、特定保健指導を実施する制度。

72） 好例として、東京都中小企業振興公社が運営するインキュベーション施設（https://www.tokyo-sogyo-net.metro.tokyo.lg.jp/incu_office/kosha/）
が挙げられる。

73） 三柴試論7頁は、法律により、フリーランスによる集団的な交渉等を阻害するような契約の制限を図るべきとしている。
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就労者の就労条件の改善のための働きかけを図るな
どのスキームが求められる。
　なお、現代の労働関係法では、対立構図が、労対
使から AI 対人間、法規制対人間社会・学際に移行
している面もある。つまり、人間が、AI と差別化で
きる価値をいかに示すかや、法規制をいかに人間社
会と調和させ、有効活用するかが問われている。よ
り本質的には、問題解決のための関係者間の対話や
連携を、法を活用して実現する術が問われている。
これは、ギグワークによく現れているように思われ
る。ギグワークへの日本法の対応は、どれも不十分
で「もどかしい」が、独自の趣旨を持つ様々な法律
が課題を包囲し、社会学的な力学（就労者や消費者
の事業者への信頼等）と共に事業者の行動を監視し
ている（監視の結果、立法関係者が不足と認識すれ
ば、より進んだ立法的対応に帰結する）。多面性と柔
軟性の面では、国際的に一定の参照価値を持つよう
にも思われる。

【謝辞】
　Prof. Richard Johnstone から頂いたコメント
は、本稿の質を高めるのに大きく貢献した。深い謝
意を表する。鎌田耕一教授からも、有益な示唆を頂
いた。
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当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容： ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。





令和５年４月１１日 
厚生労働大臣 殿 

機関名（独）労働者健康安全機構 
労働安全衛生総合研究所 

所属研究機関長 職 名 所長

氏 名 鷹屋 光俊

 次の職員の令和４年度厚生労働行政推進調査事業費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の

管理については以下のとおりです。

１．研究事業名  政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）

２．研究課題名 法学的視点からみた社会経済情勢の変化に対応する労働安全衛生法体系に係る調査研究  

３．研究者名  （所属部署・職名） 所長代理 

（氏名・フリガナ） 大幢勝利・オオドウカツトシ  

４．倫理審査の状況

該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み 審査した機関 
未審査（※

2）

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
□ ■ □ □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
□ ■ □ □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称： ） 
□ ■ □ □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由： ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：  ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由： ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容： ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



令和５年４月１１日 
厚生労働大臣 殿 

機関名（独）労働者健康安全機構 
労働安全衛生総合研究所 

所属研究機関長 職 名 所長

氏 名 鷹屋 光俊

 次の職員の令和４年度厚生労働行政推進調査事業費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の

管理については以下のとおりです。

１．研究事業名  政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）

２．研究課題名 法学的視点からみた社会経済情勢の変化に対応する労働安全衛生法体系に係る調査研究  

３．研究者名  （所属部署・職名） 研究推進・国際センター上席研究員 

（氏名・フリガナ） 吉川直孝・キッカワナオタカ  

４．倫理審査の状況

該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み 審査した機関 
未審査（※

2）

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
□ ■ □ □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
□ ■ □ □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称： ） 
□ ■ □ □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由： ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：  ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由： ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容： ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



令和５年４月１１日 
厚生労働大臣 殿 

機関名（独）労働者健康安全機構 
労働安全衛生総合研究所 

所属研究機関長 職 名 所長

氏 名 鷹屋 光俊

 次の職員の令和４年度厚生労働行政推進調査事業費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の

管理については以下のとおりです。

１．研究事業名 　政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）

２．研究課題名 法学的視点からみた社会経済情勢の変化に対応する労働安全衛生法体系に係る調査研究  

３．研究者名  （所属部署・職名） 建設安全研究グループ・主任研究員  

（氏名・フリガナ） 平岡伸隆・ヒラオカノブタカ  

４．倫理審査の状況

該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み 審査した機関 
未審査（※

2）

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
□ ■ □ □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
□ ■ □ □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称： ） 
□ ■ □ □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由： ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：  ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由： ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容： ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



令和５年４月２６日 
 

厚生労働大臣 殿 
 
                              機関名  日本大学法学部 

 
                      所属研究機関長 職 名  学部長 
                                                                                      
                              氏 名  小 田   司     
 

    次の職員の令和４年度厚生労働行政推進調査事業費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の

管理については以下のとおりです。 

１．研究事業名 厚生労働行政推進調査事業費補助金（政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）） 

２．研究課題名 法学的視点からみた社会経済情勢の変化に対応する労働安全衛生法体系に係る調査研究   

３．研究者名  （所属部署・職名） 法学部・教授                           

    （氏名・フリガナ） 南 健悟・ミナミ ケンゴ                        

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象
とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和５年４月２４日 
 

厚生労働大臣 殿 
 
                              機関名  名古屋学院大学 

 
                      所属研究機関長 職 名  学 長 
                                                                                      
                              氏 名 赤楚 治之          
 

    次の職員の令和４年度厚生労働行政推進調査事業費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の

管理については以下のとおりです。 

１．研究事業名  政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）                  

２．研究課題名  法学的視点からみた社会経済情勢の変化に対応する労働安全衛生法体系に係る調査研究  

３．研究者名  （所属部署・職名） 法学部 准教授                         

    （氏名・フリガナ） 佐々木 達也（ササキ タツヤ）                  

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 □   ☑ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ☑ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ☑ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ☑ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ☑   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 □ 無 ☑（無の場合はその理由：現在策定に向けた議論中であるため  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 □ 無 ☑（無の場合は委託先機関：一般社団法人産業保健法学会   ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ☑（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



2023年   4月 11日 
 

厚生労働大臣 殿 
 
                              機関名 九州国際大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名   櫻井 弘晃        
 

    次の職員の令和４年度厚生労働行政推進調査事業費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の

管理については以下のとおりです。 

１．研究事業名         政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）                                  

２．研究課題名  法学的視点からみた社会経済情勢の変化に対応する労働安全衛生法体系に係る調査研究   

３．研究者名  （所属部署・職名）    九州国際大学 法学部                               

    （氏名・フリガナ）    阿部 理香 ・ アベ リカ                                

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 □   ☑ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ☑ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ☑ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ☑ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ☑   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ☑ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ☑（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和5年 4月 10日 

厚生労働大臣 殿 

  機関名   専修大学 

所属研究機関長 職 名   学長

 氏 名 佐々木 重人  

 次の職員の令和４年度厚生労働行政推進調査事業費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の

管理については以下のとおりです。

１．研究事業名 政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）

２．研究課題名 法学的視点からみた社会経済情勢の変化に対応する労働安全衛生法体系に係る調査研究 

３．研究者名  （所属部署・職名） 専修大学 法学部 教授 

（氏名・フリガナ） 長谷川 聡・ハセガワ サトシ

４．倫理審査の状況

該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み 審査した機関 
未審査（※

2）

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
□ ☑ □ □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ☑ □ □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
□ ☑ □ □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称： ） 
□ ☑ □ □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象
とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ☑   未受講 □ 

６．利益相反の管理

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 □ 無 ☑（無の場合はその理由：COI委員会が設置されていないため）

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 □ 無 ☑（無の場合は委託先機関：一般社団法人日本産業保健法学会）

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ☑（有の場合はその内容：  ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

81909
ハイライト表示

81909
ハイライト表示



令和５年４月１１日 
厚生労働大臣 殿 

機関名（独）労働者健康安全機構 
労働安全衛生総合研究所 

所属研究機関長 職 名 所長

氏 名 鷹屋 光俊

 次の職員の令和４年度厚生労働行政推進調査事業費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の

管理については以下のとおりです。

１．研究事業名  政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）　 

２．研究課題名 法学的視点からみた社会経済情勢の変化に対応する労働安全衛生法体系に係る調査研究  

３．研究者名  （所属部署・職名）新技術安全研究グループ・特定有期雇用職員 

（氏名・フリガナ）高木元也・タカギモトヤ  

４．倫理審査の状況

該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み 審査した機関 
未審査（※

2）

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
□ ■ □ □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
□ ■ □ □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称： ） 
□ ■ □ □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由： ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：  ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由： ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容： ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



令和 5 年 4 月 26 日 

厚生労働大臣 殿 

機関名 東洋大学 

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名 矢口 悦子

 次の職員の令和４年度厚生労働行政推進調査事業費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の

管理については以下のとおりです。

１．研究事業名  政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）

２．研究課題名 法学的視点からみた社会経済情勢の変化に対応する労働安全衛生法体系に係る調査研究  

３．研究者名  （所属部署・職名）    東洋大学法学部企業法学科・准教授  

（氏名・フリガナ）    北岡 大介 （キタオカ ダイスケ）

４．倫理審査の状況

該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み 審査した機関 
未審査（※

2）

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
□ □ □ □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ □ □ □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
□ □ □ □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称： ） 
□ □ □ □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 □   未受講 □ 

６．利益相反の管理

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 □ 無 □（無の場合はその理由： ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 □ 無 □（無の場合は委託先機関：  ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 □ 無 □（無の場合はその理由： ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 □（有の場合はその内容： ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。




